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共通 09 別紙２一覧 

No. 名称 

1 第４条：核燃料物質の臨界防止 

2 
第５条：安全機能を有する施設の地盤 

第 32 条：重大事故等対処施設の地盤 

3 
第６条：地震による損傷の防止 

第 33 条：地震による損傷の防止 

4 
第７条：津波による損傷の防止 

第 34 条：津波による損傷の防止 

5 第８条：外部からの衝撃による損傷の防止 

6 第９条：再処理施設への人の不法な侵入等の防止 

7 
第 10 条：閉じ込めの機能 

第 26 条：使用済燃料等による汚染の防止 

8 
第 11 条：火災等による損傷の防止 

第 35 条：火災等による損傷の防止 

9 第 12 条：再処理施設内における溢水による損傷の防止 

10 第 13 条：再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止 

11 第 14 条：安全避難通路等 

12 
第 15 条：安全上重要な施設 

第 16 条：安全機能を有する施設 

13 
第 17 条：材料及び構造 

第 37 条：材料及び構造 

14 第 18 条：搬送設備 

15 第 19 条：使用済燃料の貯蔵施設等 

16 第 20 条：計測制御系統施設 

17 
第 21 条：放射線管理施設 

第 49 条：監視測定設備 

18 第 22 条：安全保護回路 

19 第 23 条：制御室等 

20 第 24 条：廃棄施設 

21 第 25 条：保管廃棄施設 

22 第 27 条：遮蔽 

23 第 28 条：換気設備 
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No. 名称 

24 第 29 条：保安電源設備 

25 
第 30 条：緊急時対策所 

第 50 条：緊急時対策所 

26 第 31 条：通信連絡設備 

27 第 36 条：重大事故等対処設備 

28 第 38 条：臨界事故の拡大を防止するための設備 

29 第 39 条：冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備 

30 第 40 条：放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備 

31 第 41 条：有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備 

32 第 42 条：使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

33 第 44 条：工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備 

34 第 45 条：重大事故等への対処に必要となる水の供給設備 

35 第 46 条：電源設備 

36 第 47 条：計装設備 

37 第 48 条：制御室 

38 第 51 条：通信連絡を行うための設備 
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参考 共通 00 別紙１一覧 
No. 名称 

1 第４条：核燃料物質の臨界防止 

2 第 10 条：閉じ込めの機能（第２章 個別項目 蒸気供給設備） 

3 第 14 条：安全避難通路等 

4 第 16 条：安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等） 

5 第 18 条：搬送設備 

6 第 19 条：使用済燃料の貯蔵施設等 

7 第 20 条：計測制御系統施設 

8 第 21 条：放射線管理施設 

9 第 22 条：安全保護回路 

10 第 23 条：制御室等 

11 第 24 条：廃棄施設 

12 第 25 条：保管廃棄施設 

13 第 27 条：遮蔽 

14 第 28 条：換気設備 

15 第 29 条：保安電源設備 

16 
第 30 条：緊急時対策所 

第 50 条：緊急時対策所 

17 第 31 条：通信連絡設備 

18 第 36 条：重大事故等対処設備 

19 第 38 条：臨界事故の拡大を防止するための設備 

20 第 39 条：冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備 

21 第 40 条：放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備 

22 第 41 条：有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備 

23 第 42 条：使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

24 第 44 条：工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備 

25 第 45 条：重大事故等への対処に必要となる水の供給設備 

26 第 46 条：電源設備 

27 第 47 条：計装設備 

28 第 48 条：制御室 

29 第 49 条：監視測定設備 

30 第 51 条：通信連絡を行うための設備 
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第４条：核燃料物質の臨界防止 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四条 核燃料物質の臨界防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第１章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.1　核燃料物質の臨界防止に関する設計
　安全機能を有する施設は，再処理施設の運転中及び停止中において想定
される，系統及び機器（ここでいう機器は，配管を含み，以下「機器」と
いう。）の単一故障若しくはその誤動作又は運転員の単一の誤操作を想定
した場合において，核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにすると
ともに，臨界管理上重要な施設に対しては，臨界が発生した場合にも，そ
の影響を緩和できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【2．基本的な考え方】

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【2．基本的な考え方】
核燃料物質の臨界防止に関する設計の基本方針
臨界安全設計（単一ユニット，複数ユニット）の
考え方について，説明する。

－ － － － －

2

(1) 単一ユニットの臨界安全設計
　核燃料物質の取扱い上の一つの単位（以下「単一ユニット」という。）
については，形状寸法管理，濃度管理，質量管理，同位体組成管理及び中
性子吸収材管理並びにこれらの組合せにより，臨界を防止する設計とす
る。

機能要求②
設計方針（単一ユニッ
トの臨界安全設計）

－ － － － －

3

　単一ユニットの臨界安全設計に当たり，これらの管理に対して適切な核
的制限値（臨界管理を行う体系の未臨界確保のために設定する値）を設定
する。

機能要求②
設計方針（単一ユニッ
トの臨界安全設計）

－ － － － －

4

　核的制限値の設定に当たっては，取り扱う核燃料物質の物理的・化学的
性状，カドミウムとほう素及びガドリニウムの中性子の吸収効果，酸化物
中の水分濃度，溶解槽中のペレット間隔，エンドピース酸洗浄槽中のペ
レット間隔及び水の密度による減速条件並びにセル壁構造材及び機器構造
材の反射条件に関し，工程，ユニットの設置環境及び使用済燃料の仕様も
含めて，それぞれの想定される状態の変動の範囲において，中性子増倍率
が最も大きくなる場合を仮定し，計算コードの計算誤差も含めて，十分な
安全余裕を見込んで設定する。

機能要求②
設置要求

－ － － － －

5

　核的制限値は，未臨界であることを保証できる値以下に設定し，その設
定に当たっては，核的制限値に対応する単一ユニットとしての実効増倍率
が，十分に検証された計算コードシステムで 0.95 以下となる設計とす
る。

評価要求 － － － － －

6

　濃度管理，質量管理及び可溶性中性子吸収材による臨界管理を行う系統
及び機器は，その単一故障若しくは誤動作又は運転員の単一誤操作を想定
しても，臨界にならない設計とするとともに，臨界管理されている系統及
び機器から単一故障若しくは誤動作又は運転員の単一誤操作によって，臨
界管理されていない系統及び機器へ核燃料物質が流入することがない設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 － － － － －

7

　なお，プルトニウム溶液を内包する機器は，原則として液体の核燃料物
質を内包する機器において，濃度に制限値を設定する必要がないように設
計する形状寸法管理（以下「全濃度安全形状寸法管理」という。）及び必
要に応じて中性子吸収材を併用した設計とする。

機能要求②

以下の設備の臨界安全管理表に記載されている機
器
分離設備
分配設備
分離建屋一時貯留処理設備
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝系）
分析設備

設計方針（単一ユニッ
トの臨界安全設計）

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【4．単一ユニットの臨界安全設計】
【7．主要施設の臨界安全設計】

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【4．単一ユニットの臨界安全設計】
・プルトニウム溶液を内包する機器に対する全濃
度安全形状寸法管理及び中性子吸収材の併用によ
る臨界安全設計について説明する。

【7．主要施設の臨界安全設計】
・再処理施設の全濃度安全形状寸法管理及び中性
子吸収材管理を併用した臨界安全設計について，
既設工認（添付書類「Ⅰ　核燃料物質の臨界防止
に関する説明書」）より変更がないことを説明す
る。

－ － － － －

【機能要求②】
以下の設備の臨界安全管理表に記載されている機
器
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
燃料供給設備
せん断処理設備
溶解設備
清澄・計量設備
分離設備
分配設備
分離建屋一時貯留処理設備
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
ウラン脱硝設備（ウラン脱硝系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（焙焼・還元
系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（粉体系）
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
分析設備

【機能要求②】
臨界防止に係る以下の設備
計測制御設備（安全上重要な施設）
ウラン脱硝設備（ウラン脱硝系）（主要弁）

臨界防止に係る以下の設備
計測制御設備（安全上重要な施設と同等の信頼性
を維持する施設）
分離設備（主要弁）

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【3．再処理施設で取り扱う核燃料物質】
【4．単一ユニットの臨界安全設計】
【7．主要施設の臨界安全設計】

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【3．再処理施設で取り扱う核燃料物質】
・再処理施設において臨界安全設計に使用する核
燃料物質及びウラン・プルトニウム同位体組成を
説明する。

【4．単一ユニットの臨界安全設計】
・単一ユニットの臨界安全の考え方を説明する。
・単一ユニットの設定及び核的制限値の設定の考
え方を説明する。
・核的制限値の設定に関する臨界管理方法を説明
する。
・評価で使用する計算機プログラムの概要を説明
する。

【7．主要施設の臨界安全設計】
・各施設の臨界安全設計について説明する。
・各施設の各単一ユニットの臨界管理対象機器，
その臨界管理方法及び核的制限値，臨界計算の入
力条件である核燃料物質の計算条件，計算モデル
条件，減速条件及び反射条件の具体的な設定，使
用する臨界計算コード及び臨界安全設計の妥当性
の評価方法，評価結果については，既設工認（添
付書類「Ⅰ　核燃料物質の臨界防止に関する説明
書」）より変更がないことを説明する。

評価条件（単一ユニッ
トの核的制限値の設定
の考え方）
評価方法（単一ユニッ
トの未臨界評価方法）
評価（単一ユニットの
未臨界評価）

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四条 核燃料物質の臨界防止）

別紙２

1

第１章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.1　核燃料物質の臨界防止に関する設計
　安全機能を有する施設は，再処理施設の運転中及び停止中において想定
される，系統及び機器（ここでいう機器は，配管を含み，以下「機器」と
いう。）の単一故障若しくはその誤動作又は運転員の単一の誤操作を想定
した場合において，核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにすると
ともに，臨界管理上重要な施設に対しては，臨界が発生した場合にも，そ
の影響を緩和できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

2

(1) 単一ユニットの臨界安全設計
　核燃料物質の取扱い上の一つの単位（以下「単一ユニット」という。）
については，形状寸法管理，濃度管理，質量管理，同位体組成管理及び中
性子吸収材管理並びにこれらの組合せにより，臨界を防止する設計とす
る。

機能要求②
設計方針（単一ユニッ
トの臨界安全設計）

3

　単一ユニットの臨界安全設計に当たり，これらの管理に対して適切な核
的制限値（臨界管理を行う体系の未臨界確保のために設定する値）を設定
する。

機能要求②
設計方針（単一ユニッ
トの臨界安全設計）

4

　核的制限値の設定に当たっては，取り扱う核燃料物質の物理的・化学的
性状，カドミウムとほう素及びガドリニウムの中性子の吸収効果，酸化物
中の水分濃度，溶解槽中のペレット間隔，エンドピース酸洗浄槽中のペ
レット間隔及び水の密度による減速条件並びにセル壁構造材及び機器構造
材の反射条件に関し，工程，ユニットの設置環境及び使用済燃料の仕様も
含めて，それぞれの想定される状態の変動の範囲において，中性子増倍率
が最も大きくなる場合を仮定し，計算コードの計算誤差も含めて，十分な
安全余裕を見込んで設定する。

機能要求②
設置要求

5

　核的制限値は，未臨界であることを保証できる値以下に設定し，その設
定に当たっては，核的制限値に対応する単一ユニットとしての実効増倍率
が，十分に検証された計算コードシステムで 0.95 以下となる設計とす
る。

評価要求

6

　濃度管理，質量管理及び可溶性中性子吸収材による臨界管理を行う系統
及び機器は，その単一故障若しくは誤動作又は運転員の単一誤操作を想定
しても，臨界にならない設計とするとともに，臨界管理されている系統及
び機器から単一故障若しくは誤動作又は運転員の単一誤操作によって，臨
界管理されていない系統及び機器へ核燃料物質が流入することがない設計
とする。

冒頭宣言 基本方針

7

　なお，プルトニウム溶液を内包する機器は，原則として液体の核燃料物
質を内包する機器において，濃度に制限値を設定する必要がないように設
計する形状寸法管理（以下「全濃度安全形状寸法管理」という。）及び必
要に応じて中性子吸収材を併用した設計とする。

機能要求②

以下の設備の臨界安全管理表に記載されている機
器
分離設備
分配設備
分離建屋一時貯留処理設備
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝系）
分析設備

設計方針（単一ユニッ
トの臨界安全設計）

【機能要求②】
以下の設備の臨界安全管理表に記載されている機
器
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
燃料供給設備
せん断処理設備
溶解設備
清澄・計量設備
分離設備
分配設備
分離建屋一時貯留処理設備
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
ウラン脱硝設備（ウラン脱硝系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（焙焼・還元
系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（粉体系）
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
分析設備

【機能要求②】
臨界防止に係る以下の設備
計測制御設備（安全上重要な施設）
ウラン脱硝設備（ウラン脱硝系）（主要弁）

臨界防止に係る以下の設備
計測制御設備（安全上重要な施設と同等の信頼性
を維持する施設）
分離設備（主要弁）

評価条件（単一ユニッ
トの核的制限値の設定
の考え方）
評価方法（単一ユニッ
トの未臨界評価方法）
評価（単一ユニットの
未臨界評価）

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

△ 基本方針 基本方針 － － －

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【2．基本的な考え方】

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【2．基本的な考え方】
核燃料物質の臨界防止に関する設計の基本方針
臨界安全設計（単一ユニット，複数ユニット）の
考え方について，説明する。

△ － －

△ － －

△ － －

△ 基本方針 基本方針 － － －

△ 基本方針 基本方針 － － －

△ － 基本方針 － －

＜容器（臨界管
理）＞
・臨界管理（核
的制限値）
・主要寸法

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【4．単一ユニットの臨界安全設計】
【7．主要施設の臨界安全設計】

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【4．単一ユニットの臨界安全設計】
・プルトニウム溶液を内包する機器に対する全濃
度安全形状寸法管理及び中性子吸収材の併用によ
る臨界安全設計について説明する。

【7．主要施設の臨界安全設計】
・再処理施設の全濃度安全形状寸法管理及び中性
子吸収材管理を併用した臨界安全設計について，
既設工認（添付書類「Ⅰ　核燃料物質の臨界防止
に関する説明書」）より変更がないことを説明す
る。

基本方針基本方針

第２回

＜ラック/ピッ
ト/棚（臨界管
理）＞
・臨界管理（核
的制限値）
・主要寸法
＜搬送設備（臨
界管理）＞
・臨界管理（核
的制限値）
・主要寸法
＜容器（臨界管
理）＞
・臨界管理（核
的制限値）
・主要寸法
＜ポンプ（臨界
管理）＞
・臨界管理（核
的制限値）
・主要寸法
＜運搬・製品容
器（臨界管理）
＞
・臨界管理（核
的制限値）
・主要寸法
＜機械・検査装
置（臨界管理）
＞
・臨界管理（核
的制限値）
・主要寸法
＜核物質等取扱
ボックス（臨界
管理）＞
・臨界管理（核
的制限値）
・主要寸法
＜ろ過装置＞
・臨界管理（核
的制限値）
・主要寸法
＜主要弁＞
・駆動方式
・主要材料
・主要寸法
＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
＜インターロッ
ク＞
・検出器の種類
・設定値

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【3．再処理施設で取り扱う核燃料物質】
【4．単一ユニットの臨界安全設計】
【7．主要施設の臨界安全設計】

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【3．再処理施設で取り扱う核燃料物質】
・再処理施設において臨界安全設計に使用する核
燃料物質及びウラン・プルトニウム同位体組成を
説明する。

【4．単一ユニットの臨界安全設計】
・単一ユニットの臨界安全の考え方を説明する。
・単一ユニットの設定及び核的制限値の設定の考
え方を説明する。
・核的制限値の設定に関する臨界管理方法を説明
する。
・評価で使用する計算機プログラムの概要を説明
する。

【7．主要施設の臨界安全設計】
・再処理施設の各施設の臨界安全設計について説
明する。
・再処理施設に係る各単一ユニットの臨界管理対
象機器，その臨界管理方法及び核的制限値，臨界
計算の入力条件である核燃料物質の計算条件，計
算モデル条件，減速条件及び反射条件の具体的な
設定，使用する臨界計算コード及び臨界安全設計
の妥当性の評価方法，評価結果については，既設
工認（添付書類「Ⅰ　核燃料物質の臨界防止に関
する説明書」）より変更がないことを説明する。

8



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四条 核燃料物質の臨界防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

8

(2) 複数ユニットの臨界安全設計
　二つ以上の単一ユニットが存在する場合（以下「複数ユニット」とい
う。）については，単一ユニット相互間の適切な配置の維持及び単一ユ
ニット相互間への中性子吸収材の使用並びにこれらの組合せにより臨界を
防止する設計とする。

機能要求②
設計方針（複数ユニッ
トの臨界安全設計）

－ － － － －

9

　複数ユニットの臨界安全設計に当たり，単一ユニット相互間の中性子相
互干渉を考慮し，直接的に計量可能な単一ユニット相互間の配置，間接的
に管理可能な単一ユニット相互間の配置，中性子吸収材の配置及び形状寸
法について適切な核的制限値を設定する。

機能要求②
設計方針（複数ユニッ
トの臨界安全設計）

－ － － － －

10

　核的制限値の設定に当たっては，単一ユニット相互間の中性子の吸収効
果，減速条件及び反射条件に関し，核燃料物質移動時の核燃料物質の落
下，転倒及び接近の可能性も踏まえ，それぞれの想定される変動の範囲に
おいて，反応度が最も大きくなる場合を仮定し，計算コードの計算誤差を
含めて，十分な安全余裕を見込んで設定する。

機能要求② － － － － －

11

　核的制限値に対応する複数ユニットとしての実効増倍率が，十分に検証
された計算コードシステムで0.95 以下となる設計とする。

評価要求 － － － － －

12

　複数ユニットの核的制限値の維持については，十分な構造強度をもつ構
造材を使用する等適切な対策を講ずる設計とする。

機能要求②
設計方針（複数ユニッ
トの臨界安全設計）

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【5．複数ユニットの臨界安全設計】

Ⅳ　耐震性に関する説明書

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【5．複数ユニットの臨界安全設計】
・通常時に作用している荷重に対して発生する変
形が過大とならないように構造強度を持つ構造材
を用いて固定することを説明する。

Ⅳ　耐震性に関する説明書
・通常時に作用している荷重に対して発生する変
形が過大とならないように構造強度を持つ構造材
を用いて固定することを耐震評価により説明す
る。 － － － － －

13

(3) その他の臨界安全設計
　臨界安全管理を行う機器から臨界安全管理対象外の機器への溶液の移送
については，溶液の移送に係る誤操作を防止するための施錠管理を行った
上で，濃度分析を伴う回分操作により管理する設計とする。

設置要求
運用要求

以下の設備のうち回分操作に係る濃度分析に使用
する機器
分析設備（分析試料採取装置，分析試料移送装
置，分析装置）

施設共通　基本設計方針
（溶液移送に係る誤操作防止のための施錠管理）

設計方針（臨界安全管
理対象外機器への溶液
の移送時における濃度
分析管理）

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【6．その他の臨界安全設計】

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【6．その他の臨界安全設計】
・臨界管理対象外の機器への溶液の移送に係る施
錠管理及び濃度分析を伴う回分操作による管理を
説明する。
・分析を伴う回分操作による濃度分析について，
標準試料と逐次並行分析を行い，複数回の測定を
実施する分析管理を行うことを説明する。

－ － － － －

14

　臨界安全管理を行う機器から臨界安全管理対象外の機器へ溶液を連続的
に移送する場合については，計測制御系統施設の放射線検出器により核燃
料物質濃度が有意量以下であることを監視する設計とする。

機能要求②

分配設備（主要弁）
プルトニウム精製設備（主要弁）

計測制御設備（分配設備　プルトニウム洗浄器中
性子検出器，プルトニウム洗浄器アルファ線検出
器，プルトニウム精製設備　プルトニウム洗浄器
アルファ線検出器，プルトニウム洗浄器アルファ
線検出器の故障警報に係る工程停止回路）

安全保護回路（分離施設のプルトニウム洗浄器中
性子計数率高による工程停止回路）

設計方針（臨界安全管
理対象外機器への溶液
の連続移送時における
放射線検出器による連
続濃度監視）

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【6．その他の臨界安全設計】
【7．主要施設の臨界安全設計】

Ⅵ-1-4　計測制御系統施設に関する説明書

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【6．その他の臨界安全設計】
・臨界管理対象外の機器への溶液の連続的に移送
する場合の放射線検出器による核燃料物質濃度を
監視する設計を説明する。

【7．主要施設の臨界安全設計】
・分配設備のプルトニウム洗浄器及びプルトニウ
ム精製設備のプルトニウム洗浄器における有意量
のプルトニウムの漏出防止のための放射線検出器
による核燃料物質濃度を監視する設計について説
明する。

Ⅵ-1-4　計測制御系統施設に関する説明書
・計測装置のうち構成及び計測範囲については、
既設工認（ホ．計測制御系統施設の計測制御設
備）より変更が無いことを説明する。

－ － － － －

15

　安全機能を有する施設は，臨界事故を防止するため技術的に見て想定さ
れるいかなる場合でも臨界とならない設計とする。また，臨界が発生する
可能性は極めて低いと考えられるが，臨界事故を想定しても，公衆及び従
事者の被ばくの影響を最小限に抑えるため，必要に応じて臨界警報装置及
び可溶性中性子吸収材を注入する設備を設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【6．その他の臨界安全設計】
【7．主要施設の臨界安全設計】

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【6．その他の臨界安全設計】
・核燃料物質の臨界防止に関する設計の基本方針
及び臨界安全設計の考え方について説明する。

【7．主要施設の臨界安全設計】
・同上 － － － － －

16

　設計基準事故として臨界を想定している溶解施設の溶解槽並びに臨界事
故を想定した場合に，従事者に著しい放射線被ばくをもたらすおそれのあ
るセル及び室の周辺には，臨界の発生を直ちに検知するため臨界警報装置
を設置する設計とする。
　なお，臨界警報装置に係る設計方針については，第２章　個別項目の
「6.　放射線管理施設」に示す。

機能要求②

冒頭宣言

放射線監視設備（屋内モニタリング設備）（臨界
警報装置）

設計方針（臨界警報装
置の設置）

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【6．その他の臨界安全設計】

Ⅵ-1-7　放射線管理施設に関する説明書
【3.1.1　屋内モニタリング設備】

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【6．その他の臨界安全設計】
・臨界警報装置を設置する対象箇所の考え方につ
いて説明する。

Ⅵ-1-7　放射線管理施設に関する説明書
【3.1.1　屋内モニタリング設備】
・臨界警報装置を設置する考え方及び警報動作範
囲の設計について説明する。

－ － － － －

以下の設備の臨界安全管理表に記載されている機
器
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
分離設備
分配設備
プルトニウム精製設備
ウラン脱硝設備（ウラン脱硝系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（粉体系）
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
分析設備

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【3．再処理施設で取り扱う核燃料物質】
【5．複数ユニットの臨界安全設計】
【7．主要施設の臨界安全設計】

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【3．再処理施設で取り扱う核燃料物質】
・再処理施設において臨界安全設計に使用する核
燃料物質及びウラン・プルトニウム同位体組成を
説明する。

【5．複数ユニットの臨界安全設計】
・複数ユニットの臨界安全の考え方を説明する。
・単一ユニットの相互間の適切な配置，中性子吸
収材の配置及び形状寸法を考慮した複数ユニット
の核的制限値の設定と核的設定値の設定の考え方
を説明する。
・評価で使用する計算機プログラムの概要を説明
する。

【7．主要施設の臨界安全設計】
・各施設の臨界安全設計について説明する。
・各施設の複数ユニットの臨界管理対象機器，そ
の核的制限値，臨界計算の入力条件である核燃料
物質の計算条件，計算モデル条件，減速条件及び
反射条件の具体的な設定，使用する臨界計算コー
ド及び臨界安全設計の妥当性の評価方法，評価結
果については，既設工認（添付書類「Ⅰ　核燃料
物質の臨界防止に関する説明書」）より変更がな
いことを説明する。

評価条件（複数ユニッ
トの核的制限値の設定
の考え方）
評価方法（複数ユニッ
トの未臨界評価方法）
評価（複数ユニットの
未臨界評価）

9
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別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

8

(2) 複数ユニットの臨界安全設計
　二つ以上の単一ユニットが存在する場合（以下「複数ユニット」とい
う。）については，単一ユニット相互間の適切な配置の維持及び単一ユ
ニット相互間への中性子吸収材の使用並びにこれらの組合せにより臨界を
防止する設計とする。

機能要求②
設計方針（複数ユニッ
トの臨界安全設計）

9

　複数ユニットの臨界安全設計に当たり，単一ユニット相互間の中性子相
互干渉を考慮し，直接的に計量可能な単一ユニット相互間の配置，間接的
に管理可能な単一ユニット相互間の配置，中性子吸収材の配置及び形状寸
法について適切な核的制限値を設定する。

機能要求②
設計方針（複数ユニッ
トの臨界安全設計）

10

　核的制限値の設定に当たっては，単一ユニット相互間の中性子の吸収効
果，減速条件及び反射条件に関し，核燃料物質移動時の核燃料物質の落
下，転倒及び接近の可能性も踏まえ，それぞれの想定される変動の範囲に
おいて，反応度が最も大きくなる場合を仮定し，計算コードの計算誤差を
含めて，十分な安全余裕を見込んで設定する。

機能要求②

11

　核的制限値に対応する複数ユニットとしての実効増倍率が，十分に検証
された計算コードシステムで0.95 以下となる設計とする。

評価要求

12

　複数ユニットの核的制限値の維持については，十分な構造強度をもつ構
造材を使用する等適切な対策を講ずる設計とする。

機能要求②
設計方針（複数ユニッ
トの臨界安全設計）

13

(3) その他の臨界安全設計
　臨界安全管理を行う機器から臨界安全管理対象外の機器への溶液の移送
については，溶液の移送に係る誤操作を防止するための施錠管理を行った
上で，濃度分析を伴う回分操作により管理する設計とする。

設置要求
運用要求

以下の設備のうち回分操作に係る濃度分析に使用
する機器
分析設備（分析試料採取装置，分析試料移送装
置，分析装置）

施設共通　基本設計方針
（溶液移送に係る誤操作防止のための施錠管理）

設計方針（臨界安全管
理対象外機器への溶液
の移送時における濃度
分析管理）

14

　臨界安全管理を行う機器から臨界安全管理対象外の機器へ溶液を連続的
に移送する場合については，計測制御系統施設の放射線検出器により核燃
料物質濃度が有意量以下であることを監視する設計とする。

機能要求②

分配設備（主要弁）
プルトニウム精製設備（主要弁）

計測制御設備（分配設備　プルトニウム洗浄器中
性子検出器，プルトニウム洗浄器アルファ線検出
器，プルトニウム精製設備　プルトニウム洗浄器
アルファ線検出器，プルトニウム洗浄器アルファ
線検出器の故障警報に係る工程停止回路）

安全保護回路（分離施設のプルトニウム洗浄器中
性子計数率高による工程停止回路）

設計方針（臨界安全管
理対象外機器への溶液
の連続移送時における
放射線検出器による連
続濃度監視）

15

　安全機能を有する施設は，臨界事故を防止するため技術的に見て想定さ
れるいかなる場合でも臨界とならない設計とする。また，臨界が発生する
可能性は極めて低いと考えられるが，臨界事故を想定しても，公衆及び従
事者の被ばくの影響を最小限に抑えるため，必要に応じて臨界警報装置及
び可溶性中性子吸収材を注入する設備を設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

16

　設計基準事故として臨界を想定している溶解施設の溶解槽並びに臨界事
故を想定した場合に，従事者に著しい放射線被ばくをもたらすおそれのあ
るセル及び室の周辺には，臨界の発生を直ちに検知するため臨界警報装置
を設置する設計とする。
　なお，臨界警報装置に係る設計方針については，第２章　個別項目の
「6.　放射線管理施設」に示す。

機能要求②

冒頭宣言

放射線監視設備（屋内モニタリング設備）（臨界
警報装置）

設計方針（臨界警報装
置の設置）

以下の設備の臨界安全管理表に記載されている機
器
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
分離設備
分配設備
プルトニウム精製設備
ウラン脱硝設備（ウラン脱硝系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（粉体系）
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
分析設備

評価条件（複数ユニッ
トの核的制限値の設定
の考え方）
評価方法（複数ユニッ
トの未臨界評価方法）
評価（複数ユニットの
未臨界評価）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ － －

△ － －

△ － －

△ 基本方針 基本方針 － － －

△ 基本方針 基本方針 － －

＜ラック/ピッ
ト/棚（臨界管
理）＞
・主要材料
＜容器（臨界管
理）＞
・主要材料
＜機械・検査装
置（臨界管理）
＞
・主要材料

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【4．単一ユニットの臨界安全設計】

Ⅳ　耐震性に関する説明書

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【5．複数ユニットの臨界安全設計】
・通常時に作用している荷重に対して発生する変
形が過大とならないように構造強度を持つ構造材
を用いて固定することを説明する。

Ⅳ　耐震性に関する説明書
・通常時に作用している荷重に対して発生する変
形が過大とならないように構造強度を持つ構造材
を用いて固定することを耐震評価により説明す
る。

△ －

基本方針

施設共通　基本設計方針
（溶液移送に係る誤操作防止のための施錠管理）

－ － －

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【6．その他の臨界安全設計】

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【6．その他の臨界安全設計】
・臨界管理対象外の機器への溶液の移送に係る施
錠管理及び濃度分析を伴う回分操作による管理を
説明する。
・分析を伴う回分操作による濃度分析について，
標準試料と逐次並行分析を行い，複数回の測定を
実施する分析管理を行うことを説明する。

△ － 基本方針 － －

＜主要弁＞
・駆動方式
・主要材料
・主要寸法
＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
＜インターロッ
ク＞
・検出器の種類
・設定値

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【6．その他の臨界安全設計】
【7．主要施設の臨界安全設計】

Ⅵ-1-4　計測制御系統施設に関する説明書

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【6．その他の臨界安全設計】
・臨界管理対象外の機器への溶液の連続的に移送
する場合の放射線検出器による核燃料物質濃度を
監視する設計を説明する。

【7．主要施設の臨界安全設計】
・分配設備のプルトニウム洗浄器及びプルトニウ
ム精製設備のプルトニウム洗浄器における有意量
のプルトニウムの漏出防止のための放射線検出器
による核燃料物質濃度を監視する設計について説
明する。

Ⅵ-1-4　計測制御系統施設に関する説明書
・計測装置のうち構成及び計測範囲については、
既設工認（ホ．計測制御系統施設の計測制御設
備）より変更が無いことを説明する。

△ － 基本方針 － － －

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【6．その他の臨界安全設計】
【7．主要施設の臨界安全設計】

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【6．その他の臨界安全設計】
・核燃料物質の臨界防止に関する設計の基本方針
及び臨界安全設計の考え方について説明する。

【7．主要施設の臨界安全設計】
・同上

△ － 基本方針 － －

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【6．その他の臨界安全設計】

Ⅵ-1-7　放射線管理施設に関する説明書
【3.1.1　屋内モニタリング設備】

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【6．その他の臨界安全設計】
・臨界警報装置を設置する対象箇所の考え方につ
いて説明する。

Ⅵ-1-7　放射線管理施設に関する説明書
【3.1.1　屋内モニタリング設備】
・臨界警報装置を設置する考え方及び警報動作範
囲の設計について説明する。

基本方針基本方針

＜ラック/ピッ
ト/棚（臨界管
理）＞
・臨界管理（核
的制限値）
＜容器（臨界管
理）＞
・臨界管理（核
的制限値）
＜機械・検査装
置（臨界管理）
＞
・臨界管理（核
的制限値）

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【3．再処理施設で取り扱う核燃料物質】
・再処理施設において臨界安全設計に使用する核
燃料物質及びウラン・プルトニウム同位体組成を
説明する。

【5．複数ユニットの臨界安全設計】
・複数ユニットの臨界安全の考え方を説明する。
・単一ユニットの相互間の適切な配置，中性子吸
収材の配置及び形状寸法を考慮した複数ユニット
の核的制限値の設定と核的設定値の設定の考え方
を説明する。
・評価で使用する計算機プログラムの概要を説明
する。

【7．主要施設の臨界安全設計】
・再処理施設の各施設の臨界安全設計について説
明する。
・再処理施設に係る複数ユニットの臨界管理対象
機器，その核的制限値，臨界計算の入力条件であ
る核燃料物質の計算条件，計算モデル条件，減速
条件及び反射条件の具体的な設定，使用する臨界
計算コード及び臨界安全設計の妥当性の評価方
法，評価結果については，既設工認（添付書類
「Ⅰ　核燃料物質の臨界防止に関する説明書」）
より変更がないことを説明する。

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【3．再処理施設で取り扱う核燃料物質】
【5．複数ユニットの臨界安全設計】
【7．主要施設の臨界安全設計】
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四条 核燃料物質の臨界防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

17

　臨界管理上重要な施設である溶解施設の溶解槽は，万一，臨界が発生し
た場合においても，可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び可溶性中性子吸
収材緊急供給系により，自動で中性子吸収材の注入による未臨界措置が講
じられる設計とする。
　なお，可溶性中性子吸収材緊急供給回路に係る設計方針については，第
２章　個別項目の「2.2　溶解施設」の「2.2.1　溶解設備」，「4.1　計
測制御設備」及び「4.2　安全保護回路」に示す。

機能要求①
機能要求②

冒頭宣言

溶解設備（溶解槽，可溶性中性子吸収材緊急供給
槽，主要弁，主配管）

【機能要求②】
溶解設備（溶解槽，可溶性中性子吸収材緊急供給
槽，主要弁，主配管）
計測制御設備（溶解槽 放射線レベル計）
安全保護回路（可溶性中性子吸収材緊急供給回路
及びせん断停止回路）

設計方針（溶解槽にお
ける可溶性中性子吸収
材緊急供給系の設計）

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【6．その他の臨界安全設計】
【7．主要施設の臨界安全設計】

Ⅵ-1-4　計測制御系統施設に関する説明書

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【6．その他の臨界安全設計】
・可溶性中性子吸収材緊急供給系及び可溶性中性
子吸収材緊急供給回路の設計について説明する。

【7．主要施設の臨界安全設計】
・同上

Ⅵ-1-4　計測制御系統施設に関する説明書
・計測装置のうち構成及び計測範囲については、
既設工認（ホ．計測制御系統施設の計測制御設
備）より変更が無いことを説明する。

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四条 核燃料物質の臨界防止）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

17

　臨界管理上重要な施設である溶解施設の溶解槽は，万一，臨界が発生し
た場合においても，可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び可溶性中性子吸
収材緊急供給系により，自動で中性子吸収材の注入による未臨界措置が講
じられる設計とする。
　なお，可溶性中性子吸収材緊急供給回路に係る設計方針については，第
２章　個別項目の「2.2　溶解施設」の「2.2.1　溶解設備」，「4.1　計
測制御設備」及び「4.2　安全保護回路」に示す。

機能要求①
機能要求②

冒頭宣言

溶解設備（溶解槽，可溶性中性子吸収材緊急供給
槽，主要弁，主配管）

【機能要求②】
溶解設備（溶解槽，可溶性中性子吸収材緊急供給
槽，主要弁，主配管）
計測制御設備（溶解槽 放射線レベル計）
安全保護回路（可溶性中性子吸収材緊急供給回路
及びせん断停止回路）

設計方針（溶解槽にお
ける可溶性中性子吸収
材緊急供給系の設計）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ － 基本方針 － －

＜容器＞
・容量
・主要材料
・主要寸法
＜主要弁＞
・駆動方式
・主要材料
・主要寸法
＜主配管＞
・主要材料
・主要寸法
＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
＜インターロッ
ク＞
・検出器の種類
・設定値

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【6．その他の臨界安全設計】
【7．主要施設の臨界安全設計】

Ⅵ-1-4　計測制御系統施設に関する説明書

Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する
説明書
【6．その他の臨界安全設計】
・可溶性中性子吸収材緊急供給系及び可溶性中性
子吸収材緊急供給回路の設計について説明する。

【7．主要施設の臨界安全設計】
・同上

Ⅵ-1-4　計測制御系統施設に関する説明書
・計測装置のうち構成及び計測範囲については、
既設工認（ホ．計測制御系統施設の計測制御設
備）より変更が無いことを説明する。

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目
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第５条：安全機能を有する施設の地盤 

第32条：重大事故等対処施設の地盤 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1-2 　なお，以下の項目における建物・構築物とは，建物，構築物及び土木構
造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物）の総称とする。ま
た，屋外重要土木構造物とは，耐震安全上重要な機器・配管系の間接支持
機能を求められる土木構造物をいう。

定義 基本方針 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・建物・構築物の設計区分

― ― ○ 基本方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・「Ⅳ 耐震性に関する説明書」における建物・
構築物とは，建物，構築物及び土木構造物(屋外
重要土木構造物及びその他の土木構造物)の総称
とする。再処理施設の構築物は，屋外機械基礎，
竜巻防護対策設備及び排気筒であり，土木構造物
は洞道である。ここで，屋外重要土木構造物と
は，耐震安全上重要な機器・配管系の間接支持機
能を求められる土木構造物をいう。

2-3 　耐震重要施設以外の施設については，自重及び運転時の荷重等に加え，
耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合におい
ても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置する。

設置要求 施設共通 基本設計方針
（耐震重要施設以外の施設）

基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】

・安全機能を有する施設における建物・構築物の
地盤の支持性能

― ― ○ 施設共通 基本設計方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針]
(1) 安全機能を有する施設
g.耐震重要施設以外の施設については，自重及び
運転時の荷重等に加え，耐震重要度分類の各クラ
スに応じて算定する地震力が作用した場合におい
ても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地
盤に設置する。

― ○ 安全冷却水系 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1) 安全機能を有する施設
g.また，耐震重要施設及びそれらを支持する建
物・構築物については，上記に加え，基準地震動
Ｓｓによる地震力が作用することによって弱面上
のずれが発生しない地盤として，事業指定（変更
許可）を受けた地盤に設置する。

1-1 第１章　共通項目
2.地盤
　安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設は，地震力が作用した場
合においても当該施設を十分に支持することができる地盤（当該地盤に設
置する建物・構築物を含む。「2.　地盤」では以下同様。）に設置する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】

・安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設
における建物・構築物の地盤の支持性能

― ―

展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

第１回

添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）

○ 基本方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1) 安全機能を有する施設
g.耐震重要施設及びそれらを支持する建物・構築
物については，自重及び運転時の荷重等に加え，
基準地震動Ｓｓによる地震力が作用した場合にお
いても，接地圧に対する十分な支持性能を有する
地盤（当該地盤に設置する建物・構築物を含む。
本項目では以下同様。）に設置する。
・耐震重要施設以外の施設については，自重及び
運転時の荷重等に加え，耐震重要度分類の各クラ
スに応じて算定する地震力が作用した場合におい
ても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地
盤に設置する。
・これらの地盤の評価について，「Ⅳ－１－１－
２　地盤の支持性能に係る基本方針」に示す。

2-1 2.1　安全機能を有する施設の地盤

　地震の発生によって生じるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する
放射線による公衆への影響の程度が特に大きい施設（以下「耐震重要施
設」という。）及びそれらを支持する建物・構築物については，自重及び
運転時の荷重等に加え，その供用中に大きな影響を及ぼすおそれがある地
震動（以下「基準地震動Ｓｓ」という。）による地震力が作用した場合に
おいても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置する。

設置要求 耐震重要施設及びそれらを支持する建物・構築物 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】

・安全機能を有する施設における建物・構築物の
地盤の支持性能

― ― ○ 安全冷却水系 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1) 安全機能を有する施設
g.耐震重要施設及びそれらを支持する建物・構築
物については，自重及び運転時の荷重等に加え，
基準地震動Ｓｓによる地震力が作用した場合にお
いても，接地圧に対する十分な支持性能を有する
地盤に設置する。
これらの地盤の評価について，「Ⅳ－１－１－２
地盤の支持性能に係る基本方針」に示す。

2-2 　また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用することによっ
て弱面上のずれが発生しない地盤として，事業指定（変更許可）を受けた
地盤に設置する。

設置要求 耐震重要施設及びそれらを支持する建物・構築物 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】

・安全機能を有する施設における建物・構築物の
地盤の支持性能

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤））

別紙２

1-2 　なお，以下の項目における建物・構築物とは，建物，構築物及び土木構
造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物）の総称とする。ま
た，屋外重要土木構造物とは，耐震安全上重要な機器・配管系の間接支持
機能を求められる土木構造物をいう。

定義 基本方針 基本方針

2-3 　耐震重要施設以外の施設については，自重及び運転時の荷重等に加え，
耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合におい
ても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置する。

設置要求 施設共通 基本設計方針
（耐震重要施設以外の施設）

基本方針

1-1 第１章　共通項目
2.地盤
　安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設は，地震力が作用した場
合においても当該施設を十分に支持することができる地盤（当該地盤に設
置する建物・構築物を含む。「2.　地盤」では以下同様。）に設置する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

2-1 2.1　安全機能を有する施設の地盤

　地震の発生によって生じるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する
放射線による公衆への影響の程度が特に大きい施設（以下「耐震重要施
設」という。）及びそれらを支持する建物・構築物については，自重及び
運転時の荷重等に加え，その供用中に大きな影響を及ぼすおそれがある地
震動（以下「基準地震動Ｓｓ」という。）による地震力が作用した場合に
おいても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置する。

設置要求 耐震重要施設及びそれらを支持する建物・構築物 基本方針

2-2 　また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用することによっ
て弱面上のずれが発生しない地盤として，事業指定（変更許可）を受けた
地盤に設置する。

設置要求 耐震重要施設及びそれらを支持する建物・構築物 基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1) 安全機能を有する施設
g.耐震重要施設及びそれらを支持する建物・構築
物については，自重及び運転時の荷重等に加え，
基準地震動Ｓｓによる地震力が作用した場合にお
いても，接地圧に対する十分な支持性能を有する
地盤（当該地盤に設置する建物・構築物を含む。
本項目では以下同様。）に設置する。
・耐震重要施設以外の施設については，自重及び
運転時の荷重等に加え，耐震重要度分類の各クラ
スに応じて算定する地震力が作用した場合におい
ても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地
盤に設置する。
(2) 重大事故等対処施設
g.常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建
物・構築物については，自重及び運転時の荷重等
に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用した
場合においても，接地圧に対する十分な支持性能
を有する地盤（当該地盤に設置する建物・構築物
を含む。本項目では以下同様。）に設置する。
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重
大事故等対処設備を支持する建物・構築物につい
ては，自重及び運転時の荷重等に加え，代替する
機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震
重要度分類のクラスに適用される地震力が作用し
た場合においても，接地圧に対する十分な支持性
能を有する地盤に設置する。
これらの地盤の評価については，「Ⅳ－１－１－
２　地盤の支持性能に係る基本方針」に示す。

― ―○ 基本方針 基本方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

第１回と同一

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1) 安全機能を有する施設
g.耐震重要施設及びそれらを支持する建物・構築
物については，自重及び運転時の荷重等に加え，
基準地震動Ｓｓによる地震力が作用した場合にお
いても，接地圧に対する十分な支持性能を有する
地盤（当該地盤に設置する建物・構築物を含む。
本項目では以下同様。）に設置する。
これらの地盤の評価については，「Ⅳ－１－１－
２　地盤の支持性能に係る基本方針」に示す。

○ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋/安全冷却水系冷却
塔A,B基礎間洞道

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
重油タンク室
安全冷却水系

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋
燃料油貯蔵タンク
冷却塔
安全冷却水系

分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理建屋/
低レベル廃棄物処理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間
洞道
高レベル廃液ガラス固化建屋/第１ガラス固化体
貯蔵建屋間洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガ
ラス固化建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋/制御建屋/非常用電源建屋/冷却水設備の安全
冷却水系/主排気筒/主排気筒管理建屋間洞道

精製建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
制御建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒

― ―

第１回と同一

― ― ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 】
(1) 安全機能を有する施設
g.また，耐震重要施設及びそれらを支持する建
物・構築物については，上記に加え，基準地震動
Ｓｓによる地震力が作用することによって弱面上
のずれが発生しない地盤として，事業指定（変更
許可）を受けた地盤に設置する。

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋/安全冷却水系冷却
塔A,B基礎間洞道

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
重油タンク室
安全冷却水系

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋
燃料油貯蔵タンク
冷却塔
安全冷却水系

分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理建屋/
低レベル廃棄物処理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間
洞道
高レベル廃液ガラス固化建屋/第１ガラス固化体
貯蔵建屋間洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガ
ラス固化建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋/制御建屋/非常用電源建屋/冷却水設備の安全
冷却水系/主排気筒/主排気筒管理建屋間洞道

精製建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
制御建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒

○
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

第１回

添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能
a．Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・
配管系，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設の建物・構築物，機
器・配管系の基礎地盤
(a) 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対
する許容限界

Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方針

4.地盤の支持力
4.1　直接基礎の支持力度

【4.地盤の支持力】
【4.1　直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力評価方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能
a．Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・
配管系，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設の建物・構築物，機
器・配管系の基礎地盤
(b) 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的
地震力との組合せに対する許容限界

Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方針

4.地盤の支持力
4.1　直接基礎の支持力度

【4.地盤の支持力】
【4.1　直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力評価方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能
b．Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機
器・配管系，常設耐震重要重大事故等対処設備以
外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事
故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系の基
礎地盤

Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方針

4.地盤の支持力
4.1　直接基礎の支持力度
4.2　杭基礎の支持力

【4.地盤の支持力】
【4.1　直接基礎の支持力度】・直接基礎の支持
力評価方針
【4.2　杭基礎の支持力】・杭基礎の押込み力及
び引抜き力に対する支持力評価方針

4 　耐震重要施設は，将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地盤と
して，事業指定（変更許可）を受けた地盤に設置する。

設置要求 耐震重要施設 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】

・安全機能を有する施設における建物・構築物の
地盤の支持性能

― ― ○ 安全冷却水系 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針]
(1) 安全機能を有する施設
g.耐震重要施設は，将来活動する可能性のある断
層等の露頭がない地盤として，事業指定（変更許
可）を受けた地盤に設置する。

基本方針
評価条件
評価方法
評価

3 　耐震重要施設は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾
斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化及び
揺すり込み沈下といった周辺地盤の変状により，その安全機能が損なわれ
るおそれがない地盤として，事業指定（変更許可）を受けた地盤に設置す
る。

設置要求 耐震重要施設 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】

・安全機能を有する施設における建物・構築物の
地盤の支持性能

― ― ○ 安全冷却水系 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針]
(1) 安全機能を有する施設
g.耐震重要施設は，地震発生に伴う地殻変動に
よって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震
発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化及
び揺すり込み沈下といった周辺地盤の変状によ
り，その安全機能が損なわれるおそれがない地盤
として，事業指定（変更許可）を受けた地盤に設
置する。

基本方針
評価条件
評価方法

安全冷却水系 ―

5-2 　また，上記のうち，Ｓクラスの施設の建物・構築物の地盤にあっては，
自重及び運転時の荷重等と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地
震力との組み合わせにより算定される接地圧について，安全上適切と認め
られる規格及び基準に基づく地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。

定義
評価要求

基本方針
Ｓクラスの施設の建物・構築物

基本方針
評価条件
評価方法
評価

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能

a．Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・
配管系，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設の建物・構築物，機
器・配管系の基礎地盤

(b) 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的
地震力との組合せに対する許容限界

Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方針

4.地盤の支持力
4.1　直接基礎の支持力度
4.2　杭基礎の支持力

【4.地盤の支持力】
【4.1　直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力評価方針

【4.2　杭基礎の支持力】
・杭基礎の押込み力及び引抜き力に対する支持力
評価方針

○ 基本方針 ―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能

a．Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・
配管系，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設の建物・構築物，機
器・配管系の基礎地盤
(a) 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対
する許容限界

Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方針

4.地盤の支持力
4.1　直接基礎の支持力度
4.2　杭基礎の支持力

【4.地盤の支持力】
【4.1　直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力評価方針

【4.2　杭基礎の支持力】
・杭基礎の押込み力及び引抜き力に対する支持力
評価方針

○5-1 　Ｓクラスの施設及びそれらを支持する建物・構築物の地盤の接地圧に対
する支持力の許容限界については，自重及び運転時の荷重等と基準地震動
Ｓｓによる地震力との組み合わせにより算定される接地圧が，安全上適切
と認められる規格及び基準に基づく地盤の極限支持力度に対して，妥当な
余裕を有するよう設計する。

評価要求 Ｓクラスの施設及びそれらを支持する建物・構築
物

施設共通 基本設計方針 ―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能

b．Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機
器・配管系，常設耐震重要重大事故等対処設備以
外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事
故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系の基
礎地盤

Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方針

4.地盤の支持力
4.1　直接基礎の支持力度
4.2　杭基礎の支持力

【4.地盤の支持力】
【4.1　直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力評価方針

【4.2　杭基礎の支持力】
・杭基礎の押込み力及び引抜き力に対する支持力
評価方針

○5-3 　Ｂクラス及びＣクラスの施設の地盤においては，自重及び運転時の荷重
等と，静的地震力及び動的地震力（Ｂクラスの共振影響検討に係るもの）
との組合せにより算定される接地圧に対して，安全上適切と認められる規
格及び基準に基づく地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。

評価要求 施設共通 基本設計方針
（Ｂクラス及びＣクラスの施設）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤））

別紙２

展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

4 　耐震重要施設は，将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地盤と
して，事業指定（変更許可）を受けた地盤に設置する。

設置要求 耐震重要施設 基本方針

基本方針
評価条件
評価方法
評価

3 　耐震重要施設は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾
斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化及び
揺すり込み沈下といった周辺地盤の変状により，その安全機能が損なわれ
るおそれがない地盤として，事業指定（変更許可）を受けた地盤に設置す
る。

設置要求 耐震重要施設 基本方針

基本方針
評価条件
評価方法

5-2 　また，上記のうち，Ｓクラスの施設の建物・構築物の地盤にあっては，
自重及び運転時の荷重等と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地
震力との組み合わせにより算定される接地圧について，安全上適切と認め
られる規格及び基準に基づく地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。

定義
評価要求

基本方針
Ｓクラスの施設の建物・構築物

基本方針
評価条件
評価方法
評価

5-1 　Ｓクラスの施設及びそれらを支持する建物・構築物の地盤の接地圧に対
する支持力の許容限界については，自重及び運転時の荷重等と基準地震動
Ｓｓによる地震力との組み合わせにより算定される接地圧が，安全上適切
と認められる規格及び基準に基づく地盤の極限支持力度に対して，妥当な
余裕を有するよう設計する。

評価要求 Ｓクラスの施設及びそれらを支持する建物・構築
物

5-3 　Ｂクラス及びＣクラスの施設の地盤においては，自重及び運転時の荷重
等と，静的地震力及び動的地震力（Ｂクラスの共振影響検討に係るもの）
との組合せにより算定される接地圧に対して，安全上適切と認められる規
格及び基準に基づく地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。

評価要求 施設共通 基本設計方針
（Ｂクラス及びＣクラスの施設）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能
a．Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・
配管系，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設の建物・構築物，機
器・配管系の基礎地盤
(a) 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対
する許容限界

Ⅳ－１－１－２地盤の支持性能に係る基本方針

4.地盤の支持力
4.1　直接基礎の支持力度

【4.地盤の支持力】
【4.1　直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力評価方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能
a．Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・
配管系，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設の建物・構築物，機
器・配管系の基礎地盤
(b) 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的
地震力との組合せに対する許容限界

Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方針

4.地盤の支持力
4.1　直接基礎の支持力度

【4.地盤の支持力】
【4.1　直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力評価方針

○ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋/安全冷却水系冷却
塔A,B基礎間洞道

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
重油タンク室
安全冷却水系

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋
燃料油貯蔵タンク
冷却塔
安全冷却水系

分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理建屋/
低レベル廃棄物処理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間
洞道
高レベル廃液ガラス固化建屋/第１ガラス固化体
貯蔵建屋間洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガ
ラス固化建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋/制御建屋/非常用電源建屋/冷却水設備の安全
冷却水系/主排気筒/主排気筒管理建屋間洞道

精製建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
制御建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒

― ― ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1) 安全機能を有する施設
g.耐震重要施設は，地震発生に伴う地殻変動に
よって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震
発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化及
び揺すり込み沈下といった周辺地盤の変状によ
り，その安全機能が損なわれるおそれがない地盤
として，事業指定（変更許可）を受けた地盤に設
置する。

○ ― 分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間洞道 ―― ―

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1) 安全機能を有する施設
g.耐震重要施設は，将来活動する可能性のある断
層等の露頭がない地盤として，事業指定（変更許
可）を受けた地盤に設置する。

○ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋/安全冷却水系冷却
塔A,B基礎間洞道

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
重油タンク室
安全冷却水系

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋
燃料油貯蔵タンク
冷却塔
安全冷却水系

分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理建屋/
低レベル廃棄物処理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間
洞道
高レベル廃液ガラス固化建屋/第１ガラス固化体
貯蔵建屋間洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガ
ラス固化建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋/制御建屋/非常用電源建屋/冷却水設備の安全
冷却水系/主排気筒/主排気筒管理建屋間洞道

精製建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
制御建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒

― ― ―

○ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋/安全冷却水系冷却
塔A,B基礎間洞道

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
重油タンク室
安全冷却水系

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋
燃料油貯蔵タンク
冷却塔
安全冷却水系

分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理建屋/
低レベル廃棄物処理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間
洞道
高レベル廃液ガラス固化建屋/第１ガラス固化体
貯蔵建屋間洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガ
ラス固化建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋/制御建屋/非常用電源建屋/冷却水設備の安全
冷却水系/主排気筒/主排気筒管理建屋間洞道

精製建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
制御建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒

― ―

第１回と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

第１回

添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）

6-3 　常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備を支持
する建物・構築物については，自重及び運転時の荷重等に加え，代替する
機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度分類のクラスに適
用される地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性
能を有する地盤に設置する。

設置要求 施設共通 基本設計方針
（常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重
大事故等対処設備を支持する建物・構築物）

基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】

・重大事故等対処施設における建物・構築物の地
盤の支持性能

― ― ― ― ― ― ―

8 　常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物は，将来活動
する可能性のある断層等の露頭がない地盤として，事業指定（変更許可）
を受けた地盤に設置する。

設置要求 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】

・重大事故等対処施設における建物・構築物の地
盤の支持性能

― ―

6-2 　また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用することによっ
て弱面上のずれが発生しない地盤として，事業指定（変更許可）を受けた
地盤に設置する。

設置要求 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】

・重大事故等対処施設における建物・構築物の地
盤の支持性能

― ―

7 　常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物は，地震発生
に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に
伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化及び揺すり込み沈下といった周辺
地盤の変状により，重大事故に至るおそれがある事故（運転時の異常な過
渡変化及び設計基準事故を除く。）又は重大事故に対処するために必要な
機能が損なわれるおそれがない地盤として，事業指定（変更許可）を受け
た地盤に設置する。

設置要求 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】

・重大事故等対処施設における建物・構築物の地
盤の支持性能

― ―

― ― ― ―6-1 2.2　重大事故等対処施設の地盤

　常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物については，
自重及び運転時の荷重等に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用した
場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置す
る。

設置要求 常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建
物・構築物

基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】

・重大事故等対処施設における建物・構築物の地
盤の支持性能

― ―

常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建
物・構築物

常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建
物・構築物

―

―

―

常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建
物・構築物

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤））

別紙２

展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

6-3 　常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備を支持
する建物・構築物については，自重及び運転時の荷重等に加え，代替する
機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度分類のクラスに適
用される地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性
能を有する地盤に設置する。

設置要求 施設共通 基本設計方針
（常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重
大事故等対処設備を支持する建物・構築物）

基本方針

8 　常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物は，将来活動
する可能性のある断層等の露頭がない地盤として，事業指定（変更許可）
を受けた地盤に設置する。

設置要求 基本方針

6-2 　また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用することによっ
て弱面上のずれが発生しない地盤として，事業指定（変更許可）を受けた
地盤に設置する。

設置要求 基本方針

7 　常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物は，地震発生
に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に
伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化及び揺すり込み沈下といった周辺
地盤の変状により，重大事故に至るおそれがある事故（運転時の異常な過
渡変化及び設計基準事故を除く。）又は重大事故に対処するために必要な
機能が損なわれるおそれがない地盤として，事業指定（変更許可）を受け
た地盤に設置する。

設置要求 基本方針

6-1 2.2　重大事故等対処施設の地盤

　常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物については，
自重及び運転時の荷重等に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用した
場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置す
る。

設置要求 常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建
物・構築物

基本方針

常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建
物・構築物

常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建
物・構築物

常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建
物・構築物

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 ― ― ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2) 重大事故等対処施設
g.常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重
大事故等対処設備を支持する建物・構築物につい
ては，自重及び運転時の荷重等に加え，代替する
機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震
重要度分類のクラスに適用される地震力が作用し
た場合においても，接地圧に対する十分な支持性
能を有する地盤に設置する。

○ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋

分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理建屋/
低レベル廃棄物処理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間
洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガ
ラス固化建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋/制御建屋/非常用電源建屋/冷却水設備の安全
冷却水系/主排気筒/主排気筒管理建屋間洞道

精製建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
緊急時対策建屋
重油貯槽

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2) 重大事故等対処施設
g.常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建
物・構築物については，自重及び運転時の荷重等
に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用した
場合においても，接地圧に対する十分な支持性能
を有する地盤（当該地盤に設置する建物・構築物
を含む。本項目では以下同様。）に設置する。
これらの地盤の評価については，「Ⅳ－１－１－
２　地盤の支持性能に係る基本方針」に示す。

― ―

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋

分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理建屋/
低レベル廃棄物処理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間
洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガ
ラス固化建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋/制御建屋/非常用電源建屋/冷却水設備の安全
冷却水系/主排気筒/主排気筒管理建屋間洞道

精製建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
緊急時対策建屋
重油貯槽

― ― ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2) 重大事故等対処施設
g.常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建
物・構築物は，地震発生に伴う地殻変動によって
生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に
伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化及び揺す
り込み沈下といった周辺地盤の変状により，重大
事故等に対処するために必要な機能が損なわれる
おそれがない地盤として，事業指定（変更許可）
を受けた地盤に設置する。

○ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋

分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理建屋/
低レベル廃棄物処理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間
洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガ
ラス固化建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋/制御建屋/非常用電源建屋/冷却水設備の安全
冷却水系/主排気筒/主排気筒管理建屋間洞道

精製建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
緊急時対策建屋
重油貯槽

― ―

○

○ ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2) 重大事故等対処施設
g.常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建
物・構築物は，将来活動する可能性のある断層等
の露頭がない地盤として，事業指定（変更許可）
を受けた地盤に設置する。

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋

分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理建屋/
低レベル廃棄物処理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間
洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガ
ラス固化建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋/制御建屋/非常用電源建屋/冷却水設備の安全
冷却水系/主排気筒/主排気筒管理建屋間洞道

精製建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
緊急時対策建屋
重油貯槽

― ―

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2) 重大事故等対処施設
g.また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震
力が作用することによって弱面上のずれが発生し
ない地盤として，事業指定（変更許可）を受けた
地盤に設置する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

第１回

添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）

常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建
物・構築物

基本方針
評価条件
評価方法
評価

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能

a．Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・
配管系，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設の建物・構築物，機
器・配管系の基礎地盤
(a) 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対
する許容限界

Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方針

4.地盤の支持力
4.1　直接基礎の支持力度
4.2　杭基礎の支持力

【4.地盤の支持力】
【4.1　直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力評価方針

【4.2　杭基礎の支持力】
・杭基礎の押込み力及び引抜き力に対する支持力
評価方針

―

施設共通 基本設計方針
（常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重
大事故等対処設備を支持する建物・構築物及び機
器・配管系）

基本方針
評価条件
評価方法

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能

b．Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機
器・配管系，常設耐震重要重大事故等対処設備以
外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事
故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系の基
礎地盤

Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方針

4.地盤の支持力
4.1　直接基礎の支持力度
4.2　杭基礎の支持力

9-1 　常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の地盤の接地
圧に対する支持力の許容限界については，自重及び運転時の荷重等と基準
地震動Ｓｓによる地震力との組み合わせにより算定される接地圧が，安全
上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の極限支持力度に対して，
妥当な余裕を有するよう設計する。

評価要求

9-2 　常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備を支持
する建物・構築物及び機器・配管系の地盤においては，自重及び運転時の
荷重等と，静的地震力及び動的地震力（Ｂクラスの施設の機能を代替する
常設重大事故等対処設備の共振影響検討に係るもの）との組合せにより算
定される接地圧に対して，安全上適切と認められる規格及び基準に基づく
地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。

評価要求 ― ― ― ― ―【4.地盤の支持力】
【4.1　直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力評価方針

【4.2　杭基礎の支持力】
・杭基礎の押込み力及び引抜き力に対する支持力
評価方針

― ― ― ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤））

別紙２

展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建
物・構築物

基本方針
評価条件
評価方法
評価

施設共通 基本設計方針
（常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重
大事故等対処設備を支持する建物・構築物及び機
器・配管系）

基本方針
評価条件
評価方法

9-1 　常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の地盤の接地
圧に対する支持力の許容限界については，自重及び運転時の荷重等と基準
地震動Ｓｓによる地震力との組み合わせにより算定される接地圧が，安全
上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の極限支持力度に対して，
妥当な余裕を有するよう設計する。

評価要求

9-2 　常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備を支持
する建物・構築物及び機器・配管系の地盤においては，自重及び運転時の
荷重等と，静的地震力及び動的地震力（Ｂクラスの施設の機能を代替する
常設重大事故等対処設備の共振影響検討に係るもの）との組合せにより算
定される接地圧に対して，安全上適切と認められる規格及び基準に基づく
地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。

評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能
a．Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・
配管系，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設の建物・構築物，機
器・配管系の基礎地盤
(a) 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対
する許容限界

Ⅳ－１－１－２地盤の支持性能に係る基本方針

4.地盤の支持力
4.1　直接基礎の支持力度

【4.地盤の支持力】
【4.1　直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力評価方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能
b．Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機
器・配管系，常設耐震重要重大事故等対処設備以
外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事
故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系の基
礎地盤

Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方針

4.地盤の支持力
4.1　直接基礎の支持力度
4.2　杭基礎の支持力

【4.地盤の支持力度】
【4.1　直接基礎の支持力度】・直接基礎の支持
力評価方針
【4.2　杭基礎の支持力】・杭基礎の押込み力及
び引抜き力に対する支持力評価方針

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

○ ―

―○ 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 ― ―

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋

分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理建屋/
低レベル廃棄物処理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間
洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガ
ラス固化建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋/制御建屋/非常用電源建屋/冷却水設備の安全
冷却水系/主排気筒/主排気筒管理建屋間洞道

精製建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
緊急時対策建屋
重油貯槽

― ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(1/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載

1-2 　なお，以下の項目における建物・構築物とは，建物，構築物及び土木構造物
（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物）の総称とする。また，屋外重要
土木構造物とは，耐震安全上重要な機器・配管系の間接支持機能を求められる土
木構造物をいう。

定義 基本方針 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・建物・構築物の設計区分

― ― ○ 基本方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・「Ⅳ 耐震性に関する説明書」における建物・構築物と
は，建物，構築物及び土木構造物(屋外重要土木構
造物及びその他の土木構造物)の総称とする。再処理施
設の構築物は，屋外機械基礎，竜巻防護対策設備
及び排気筒であり，土木構造物は洞道である。ここで，
屋外重要土木構造物とは，耐震安全上重要な機器・
配管系の間接支持機能を求められる土木構造物をい
う。

1-1 第１章　共通項目
2.地盤
　安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設は，地震力が作用した場合にお
いても当該施設を十分に支持することができる地盤（当該地盤に設置する建物・構築
物を含む。「2.　地盤」では以下同様）に設置する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】

・安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設にお
ける建物・構築物の地盤の支持性能

― ― ○ 基本方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

安全冷却水系 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1) 安全機能を有する施設
g.耐震重要施設及びそれらを支持する建物・構築物につ
いては，自重及び運転時の荷重等に加え，基準地震
動Ｓｓによる地震力が作用した場合においても，接地圧
に対する十分な支持性能を有する地盤（当該地盤に設
置する建物・構築物を含む。本項目では以下同様。）に
設置する。
・耐震重要施設以外の施設については，自重及び運転
時の荷重等に加え，耐震重要度分類の各クラスに応じ
て算定する地震力が作用した場合においても，接地圧に
対する十分な支持性能を有する地盤に設置する。
・これらの地盤の評価について，「Ⅳ－１－１－２　地
盤の支持性能に係る基本方針」に示す。

―

添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

2-1 耐震重要施設及びそれらを支持する建物・構築物 ―2.1　安全機能を有する施設の地盤

　地震の発生によって生じるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による
公衆への影響の程度が特に大きい施設（以下「耐震重要施設」という。）及びそれら
を支持する建物・構築物については，自重及び運転時の荷重等に加え，その供用中
に大きな影響を及ぼすおそれがある地震動（以下「基準地震動Ｓｓ」という。）による
地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に
設置する。

添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項

設置要求

添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1) 安全機能を有する施設
g.耐震重要施設及びそれらを支持する建物・構築物につ
いては，自重及び運転時の荷重等に加え，基準地震
動Ｓｓによる地震力が作用した場合においても，接地圧
に対する十分な支持性能を有する地盤（当該地盤に設
置する建物・構築物を含む。本項目では以下同様。）に
設置する。
これらの地盤の評価について，「Ⅳ－１－１－２　地盤
の支持性能に係る基本方針」に示す。

基本方針 ―【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】

・安全機能を有する施設における建物・構築物の地盤の
支持性能

○
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(2/124)

1-2 　なお，以下の項目における建物・構築物とは，建物，構築物及び土木構造物
（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物）の総称とする。また，屋外重要
土木構造物とは，耐震安全上重要な機器・配管系の間接支持機能を求められる土
木構造物をいう。

定義

1-1 第１章　共通項目
2.地盤
　安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設は，地震力が作用した場合にお
いても当該施設を十分に支持することができる地盤（当該地盤に設置する建物・構築
物を含む。「2.　地盤」では以下同様）に設置する。

冒頭宣言

要求種別

2-1 2.1　安全機能を有する施設の地盤

　地震の発生によって生じるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による
公衆への影響の程度が特に大きい施設（以下「耐震重要施設」という。）及びそれら
を支持する建物・構築物については，自重及び運転時の荷重等に加え，その供用中
に大きな影響を及ぼすおそれがある地震動（以下「基準地震動Ｓｓ」という。）による
地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に
設置する。

設置要求

項目
番号 基本設計方針 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

○ 基本方針 基本方針 ―

―

第２回

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1) 安全機能を有する施設
g.耐震重要施設及びそれらを支持する建物・構築物につ
いては，自重及び運転時の荷重等に加え，基準地震
動Ｓｓによる地震力が作用した場合においても，接地圧
に対する十分な支持性能を有する地盤（当該地盤に設
置する建物・構築物を含む。本項目では以下同様。）に
設置する。
これらの地盤の評価については，「Ⅳ－１－１－２　地
盤の支持性能に係る基本方針」に示す。

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1) 安全機能を有する施設
g.耐震重要施設及びそれらを支持する建物・構築物につ
いては，自重及び運転時の荷重等に加え，基準地震
動Ｓｓによる地震力が作用した場合においても，接地圧
に対する十分な支持性能を有する地盤（当該地盤に設
置する建物・構築物を含む。本項目では以下同様。）に
設置する。
・耐震重要施設以外の施設については，自重及び運転
時の荷重等に加え，耐震重要度分類の各クラスに応じ
て算定する地震力が作用した場合においても，接地圧に
対する十分な支持性能を有する地盤に設置する。
(2) 重大事故等対処施設
g.常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建
物・構築物については，自重及び運転時の荷重等に加
え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用した場合にお
いても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤
（当該地盤に設置する建物・構築物を含む。本項目で
は以下同様。）に設置する。
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大
事故等対処設備を支持する建物・構築物については，
自重及び運転時の荷重等に加え，代替する機能を有す
る安全機能を有する施設が属する耐震重要度分類のク
ラスに適用される地震力が作用した場合においても，接
地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置す
る。
これらの地盤の評価については，「Ⅳ－１－１－２　地
盤の支持性能に係る基本方針」に示す。

― ―

＜建物・構築物＞
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋/安全冷却水系冷却塔
A,B基礎間洞道
重油タンク室

＜系統＞
安全冷却水系

＜建物・構築物＞
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
制御建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
非常用電源建屋
分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理建屋/低レベル廃棄
物処理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間洞道
高レベル廃液ガラス固化建屋/第１ガラス固化体貯蔵建
屋間洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガラス
固化建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/制御建屋
/非常用電源建屋/冷却水設備の安全冷却水系/主排
気筒/主排気筒管理建屋間洞道
燃料油貯蔵タンク
冷却塔

＜系統＞
安全冷却水系

―

第１回と同一

○
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(3/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

2-2 　また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用することによって弱面上の
ずれが発生しない地盤として，事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。

設置要求 耐震重要施設及びそれらを支持する建物・構築物 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】

・安全機能を有する施設における建物・構築物の地盤の
支持性能

― ― ○ 安全冷却水系 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1) 安全機能を有する施設
g.また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が
作用することによって弱面上のずれが発生しない地盤とし
て，事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。

2-3 　耐震重要施設以外の施設については，自重及び運転時の荷重等に加え，耐震重
要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合においても，接地圧に対
する十分な支持性能を有する地盤に設置する。

設置要求 施設共通 基本設計方針
（耐震重要施設以外の施設）

基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】

・安全機能を有する施設における建物・構築物の地盤の
支持性能

― ― ○ 基本方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針]
(1) 安全機能を有する施設
g.耐震重要施設以外の施設については，自重及び運
転時の荷重等に加え，耐震重要度分類の各クラスに応
じて算定する地震力が作用した場合においても，接地圧
に対する十分な支持性能を有する地盤に設置する。

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針]
(1) 安全機能を有する施設
g.耐震重要施設の建物・構築物は，地震発生に伴う地
殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに
地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化
及び揺すり込み沈下といった周辺地盤の変状により，その
安全機能が損なわれるおそれがない地盤として，事業指
定(変更許可)を受けた地盤に設置する。

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】

・安全機能を有する施設における建物・構築物の地盤の
支持性能

基本方針 ―耐震重要施設 ○ Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

3 ―　耐震重要施設は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び
撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化及び揺すり込み沈
下といった周辺地盤の変状により，その安全機能が損なわれるおそれがない地盤とし
て，事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。

設置要求 ―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

安全冷却水系
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(4/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

2-2 　また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用することによって弱面上の
ずれが発生しない地盤として，事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。

設置要求

2-3 　耐震重要施設以外の施設については，自重及び運転時の荷重等に加え，耐震重
要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合においても，接地圧に対
する十分な支持性能を有する地盤に設置する。

設置要求

3 　耐震重要施設は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び
撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化及び揺すり込み沈
下といった周辺地盤の変状により，その安全機能が損なわれるおそれがない地盤とし
て，事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。

設置要求

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1) 安全機能を有する施設
g.耐震重要施設の建物・構築物は，地震発生に伴う地
殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに
地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化
及び揺すり込み沈下といった周辺地盤の変状により，その
安全機能が損なわれるおそれがない地盤として，事業指
定(変更許可)を受けた地盤に設置する。

○ ＜建物・構築物＞
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
制御建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
非常用電源建屋
分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理建屋/低レベル廃棄
物処理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間洞道
高レベル廃液ガラス固化建屋/第１ガラス固化体貯蔵建
屋間洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガラス
固化建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/制御建屋
/非常用電源建屋/冷却水設備の安全冷却水系/主排
気筒/主排気筒管理建屋間洞道
燃料油貯蔵タンク
冷却塔

＜系統＞
安全冷却水系

○ ＜建物・構築物＞
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋/安全冷却水系冷却塔
A,B基礎間洞道
重油タンク室

＜系統＞
安全冷却水系

＜建物・構築物＞
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
制御建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
非常用電源建屋
分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理建屋/低レベル廃棄
物処理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間洞道
高レベル廃液ガラス固化建屋/第１ガラス固化体貯蔵建
屋間洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガラス
固化建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/制御建屋
/非常用電源建屋/冷却水設備の安全冷却水系/主排
気筒/主排気筒管理建屋間洞道
燃料油貯蔵タンク
冷却塔

＜系統＞
安全冷却水系

―

＜建物・構築物＞
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋/安全冷却水系冷却塔
A,B基礎間洞道
重油タンク室

＜系統＞
安全冷却水系

―― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

― ―

― 【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 】
(1) 安全機能を有する施設
g.また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が
作用することによって弱面上のずれが発生しない地盤とし
て，事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。

第１回と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(5/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

4 　耐震重要施設は，将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地盤として，
事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。

設置要求 耐震重要施設 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】

・安全機能を有する施設における建物・構築物の地盤の
支持性能

― ― ○ 安全冷却水系 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針]
(1) 安全機能を有する施設
g.耐震重要施設の建物・構築物は，将来活動する可
能性のある断層等の露頭がない地盤として，事業指定
(変更許可)を受けた地盤に設置する。

Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方針

4.地盤の支持力度
4.1　直接基礎の支持力度

【4.地盤の支持力度】
【4.1　直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力評価方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能
a．Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，
常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大
事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系の基
礎地盤
(b) 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地
震力との組合せに対する許容限界

Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方針

4.地盤の支持力度
4.1　直接基礎の支持力度

【4.地盤の支持力度】
【4.1　直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力評価方針

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能
a．Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，
常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大
事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系の基
礎地盤
(a) 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する
許容限界

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

基本方針
評価条件
評価方法
評価

基本方針
Ｓクラスの施設の建物・構築物

【4.地盤の支持力度】
【4.1　直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力評価方針

【4.2　杭基礎の支持力度】
・杭基礎の押込み力及び引抜き力に対する支持力評価
方針

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能

a．Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，
常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大
事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系の基
礎地盤

(b) 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地
震力との組合せに対する許容限界

5-2 定義
評価要求

Ｓクラスの施設及びそれらを支持する建物・構築物評価要求5-1 基本方針
評価条件
評価方法
評価

　Ｓクラスの施設及びそれらを支持する建物・構築物の地盤の接地圧に対する支持力
の許容限界については，自重及び運転時の荷重等と基準地震動Ｓｓによる地震力
との組み合わせにより算定される接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準に
基づく地盤の極限支持力度に対して，妥当な余裕を有するよう設計する。

Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方針

4.地盤の支持力度
4.1　直接基礎の支持力度
4.2　杭基礎の支持力度

Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方針

4.地盤の支持力度
4.1　直接基礎の支持力度
4.2　杭基礎の支持力度

　また，上記のうち，Ｓクラスの施設の建物・構築物の地盤にあっては，自重及び運
転時の荷重等と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組み合わ
せにより算定される接地圧について，安全上適切と認められる規格及び基準に基づく
地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能

a．Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，
常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大
事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系の基
礎地盤
(a) 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する
許容限界

【4.地盤の支持力度】
【4.1　直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力評価方針

【4.2　杭基礎の支持力度】
・杭基礎の押込み力及び引抜き力に対する支持力評価
方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

安全冷却水系○

基本方針○ ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(6/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

4 　耐震重要施設は，将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地盤として，
事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。

設置要求

5-2 定義
評価要求

評価要求5-1 　Ｓクラスの施設及びそれらを支持する建物・構築物の地盤の接地圧に対する支持力
の許容限界については，自重及び運転時の荷重等と基準地震動Ｓｓによる地震力
との組み合わせにより算定される接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準に
基づく地盤の極限支持力度に対して，妥当な余裕を有するよう設計する。

　また，上記のうち，Ｓクラスの施設の建物・構築物の地盤にあっては，自重及び運
転時の荷重等と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組み合わ
せにより算定される接地圧について，安全上適切と認められる規格及び基準に基づく
地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅳ－１－１－２地盤の支持性能に係る基本方針

4.地盤の支持力度
4.1　直接基礎の支持力度

【4.地盤の支持力度】
【4.1　直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力評価方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能
a．Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，
常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大
事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系の基
礎地盤
(b) 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地
震力との組合せに対する許容限界

Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方針

4.地盤の支持力度
4.1　直接基礎の支持力度

【4.地盤の支持力度】
【4.1　直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力評価方針

○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

― ―

―

＜建物・構築物＞
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋/安全冷却水系冷却塔
A,B基礎間洞道
重油タンク室

＜系統＞
安全冷却水系

＜建物・構築物＞
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
制御建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
非常用電源建屋
分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理建屋/低レベル廃棄
物処理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間洞道
高レベル廃液ガラス固化建屋/第１ガラス固化体貯蔵建
屋間洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガラス
固化建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/制御建屋
/非常用電源建屋/冷却水設備の安全冷却水系/主排
気筒/主排気筒管理建屋間洞道
燃料油貯蔵タンク
冷却塔

＜系統＞
安全冷却水系

―

―― 分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間洞道

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能
a．Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，
常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大
事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系の基
礎地盤
(a) 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する
許容限界

○ ＜建物・構築物＞
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋/安全冷却水系冷却塔
A,B基礎間洞道
重油タンク室

＜系統＞
安全冷却水系

＜建物・構築物＞
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
制御建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
非常用電源建屋
分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理建屋/低レベル廃棄
物処理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間洞道
高レベル廃液ガラス固化建屋/第１ガラス固化体貯蔵建
屋間洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガラス
固化建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/制御建屋
/非常用電源建屋/冷却水設備の安全冷却水系/主排
気筒/主排気筒管理建屋間洞道
燃料油貯蔵タンク
冷却塔

＜系統＞
安全冷却水系

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1) 安全機能を有する施設
g.耐震重要施設の建物・構築物は，将来活動する可
能性のある断層等の露頭がない地盤として，事業指定
(変更許可)を受けた地盤に設置する。

― ―

○

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(7/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能
b．Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機器・配管
系，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設
重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施
設の建物・構築物，機器・配管系の基礎地盤

Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方針

4.地盤の支持力度
4.1　直接基礎の支持力度
4.2　杭基礎の支持力度

【4.地盤の支持力度】
【4.1　直接基礎の支持力度】・直接基礎の支持力評価
方針
【4.2　杭基礎の支持力算定式】・杭基礎の押込み力及
び引抜き力に対する支持力評価方針

6-2 　また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用することによって弱面上の
ずれが発生しない地盤として，事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。

設置要求 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】

・重大事故等対処施設における建物・構築物の地盤の
支持性能

― ― ― ― ― ― ―

6-3 　常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備を支持する
建物・構築物については，自重及び運転時の荷重等に加え，代替する機能を有する
安全機能を有する施設が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力が作用
した場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置する。

設置要求 施設共通 基本設計方針
（常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重
大事故等対処設備を支持する建物・構築物）

基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】

・重大事故等対処施設における建物・構築物の地盤の
支持性能

― ― ― ― ― ― ―

基本方針Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

○

―6-1

5-3 評価要求　Ｂクラス及びＣクラスの施設の建物・構築物の地盤においては，自重及び運転時の
荷重等と，静的地震力及び動的地震力（Ｂクラスの共振影響検討に係るもの）と
の組合せにより算定される接地圧に対して，安全上適切と認められる規格及び基準に
基づく地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。

―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【4.地盤の支持力度】
【4.1　直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力評価方針

【4.2　杭基礎の支持力度】
・杭基礎の押込み力及び引抜き力に対する支持力評価
方針

基本方針2.2　重大事故等対処施設の地盤

　常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物については，自重及
び運転時の荷重等に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用した場合において
も，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置する。

設置要求 常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・
構築物

― ――

基本方針
評価条件
評価方法

Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方針

4.地盤の支持力度
4.1　直接基礎の支持力度
4.2　杭基礎の支持力度

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能

b．Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機器・配管
系，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設
重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施
設の建物・構築物，機器・配管系の基礎地盤

―

施設共通 基本設計方針
（Ｂクラス及びＣクラスの施設）

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】

・重大事故等対処施設における建物・構築物の地盤の
支持性能

常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・
構築物

―

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(8/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

6-2 　また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用することによって弱面上の
ずれが発生しない地盤として，事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。

設置要求

6-3 　常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備を支持する
建物・構築物については，自重及び運転時の荷重等に加え，代替する機能を有する
安全機能を有する施設が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力が作用
した場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置する。

設置要求

6-1

5-3 評価要求　Ｂクラス及びＣクラスの施設の建物・構築物の地盤においては，自重及び運転時の
荷重等と，静的地震力及び動的地震力（Ｂクラスの共振影響検討に係るもの）と
の組合せにより算定される接地圧に対して，安全上適切と認められる規格及び基準に
基づく地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。

2.2　重大事故等対処施設の地盤

　常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物については，自重及
び運転時の荷重等に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用した場合において
も，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置する。

設置要求

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ 基本方針 基本方針 ― ― ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2) 重大事故等対処施設
g.常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重
大事故等対処設備を支持する建物・構築物について
は，自重及び運転時の荷重等に加え，代替する機能を
有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度分類
のクラスに適用される地震力が作用した場合においても，
接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置す
る。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

○ 【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2) 重大事故等対処施設
g.常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建
物・構築物については，自重及び運転時の荷重等に加
え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用した場合にお
いても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤
（当該地盤に設置する建物・構築物を含む。本項目で
は以下同様。）に設置する。
これらの地盤の評価については，「Ⅳ－１－１－２　地
盤の支持性能に係る基本方針」に示す。

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
制御建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
緊急時対策建屋
分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理建屋/低レベル廃棄
物処理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガラス
固化建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/制御建屋
/非常用電源建屋/冷却水設備の安全冷却水系/主排
気筒/主排気筒管理建屋間洞道
重油貯槽

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

―

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

――

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

○ 前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
制御建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
緊急時対策建屋
分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理建屋/低レベル廃棄
物処理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガラス
固化建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/制御建屋
/非常用電源建屋/冷却水設備の安全冷却水系/主排
気筒/主排気筒管理建屋間洞道
重油貯槽

― ―

第１回と同一

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2) 重大事故等対処施設
g.また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が
作用することによって弱面上のずれが発生しない地盤とし
て，事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(9/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

7 　常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物は，地震発生に伴う
地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築
物間の不等沈下，液状化及び揺すり込み沈下といった周辺地盤の変状により，重大
事故に至るおそれがある事故（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除
く。）又は重大事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤とし
て，事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。

設置要求 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】

・重大事故等対処施設における建物・構築物の地盤の
支持性能

― ― ― ― ― ― ―

8 　常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物は，将来活動する
可能性のある断層等の露頭がない地盤として，事業指定(変更許可)を受けた地盤に
設置する。

設置要求 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】

・重大事故等対処施設における建物・構築物の地盤の
支持性能

― ― ― ― ― ― ―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方針

4.地盤の支持力度
4.1　直接基礎の支持力度
4.2　杭基礎の支持力度

基本方針
評価条件
評価方法

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能

b．Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機器・配管
系，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設
重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施
設の建物・構築物，機器・配管系の基礎地盤

常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・
構築物

9-1 ― ― ―

施設共通 基本設計方針
（常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重
大事故等対処設備を支持する建物・構築物及び機器・
配管系）

　常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備を支持する
建物・構築物及び機器・配管系の地盤においては，自重及び運転時の荷重等と，
静的地震力及び動的地震力（Ｂクラスの施設の機能を代替する常設重大事故等
対処設備の共振影響検討に係るもの）との組合せにより算定される接地圧に対し
て，安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の短期許容支持力度を許
容限界とする。

― ―Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方針

4.地盤の支持力度
4.1　直接基礎の支持力度
4.2　杭基礎の支持力度

【4.地盤の支持力度】
【4.1　直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力評価方針

【4.2　杭基礎の支持力度】
・杭基礎の押込み力及び引抜き力に対する支持力評価
方針

9-2 評価要求

常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・
構築物

評価要求 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能

a．Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，
常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大
事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系の基
礎地盤
(a) 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する
許容限界

　常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の地盤の接地圧に
対する支持力の許容限界については，自重及び運転時の荷重等と基準地震動Ｓｓ
による地震力との組み合わせにより算定される接地圧が，安全上適切と認められる規
格及び基準に基づく地盤の極限支持力度に対して，妥当な余裕を有するよう設計す
る。

常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・
構築物

基本方針
評価条件
評価方法
評価

― ― ―――【4.地盤の支持力度】
【4.1　直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力評価方針

【4.2　杭基礎の支持力度】
・杭基礎の押込み力及び引抜き力に対する支持力評価
方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(10/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

7 　常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物は，地震発生に伴う
地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築
物間の不等沈下，液状化及び揺すり込み沈下といった周辺地盤の変状により，重大
事故に至るおそれがある事故（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除
く。）又は重大事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤とし
て，事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。

設置要求

8 　常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物は，将来活動する
可能性のある断層等の露頭がない地盤として，事業指定(変更許可)を受けた地盤に
設置する。

設置要求

9-1

　常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備を支持する
建物・構築物及び機器・配管系の地盤においては，自重及び運転時の荷重等と，
静的地震力及び動的地震力（Ｂクラスの施設の機能を代替する常設重大事故等
対処設備の共振影響検討に係るもの）との組合せにより算定される接地圧に対し
て，安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の短期許容支持力度を許
容限界とする。

9-2 評価要求

評価要求　常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の地盤の接地圧に
対する支持力の許容限界については，自重及び運転時の荷重等と基準地震動Ｓｓ
による地震力との組み合わせにより算定される接地圧が，安全上適切と認められる規
格及び基準に基づく地盤の極限支持力度に対して，妥当な余裕を有するよう設計す
る。

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能
a．Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，
常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大
事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系の基
礎地盤
(a) 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する
許容限界

Ⅳ－１－１－２地盤の支持性能に係る基本方針

4.地盤の支持力度
4.1　直接基礎の支持力度

【4.地盤の支持力度】
【4.1　直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力評価方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能
b．Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機器・配管
系，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設
重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施
設の建物・構築物，機器・配管系の基礎地盤

Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方針

4.地盤の支持力度
4.1　直接基礎の支持力度
4.2　杭基礎の支持力度

【4.地盤の支持力度】
【4.1　直接基礎の支持力度】・直接基礎の支持力評価
方針
【4.2　杭基礎の支持力度】・杭基礎の押込み力及び引
抜き力に対する支持力評価方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

―基本方針 ―基本方針

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
制御建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
緊急時対策建屋
分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理建屋/低レベル廃棄
物処理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガラス
固化建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/制御建屋
/非常用電源建屋/冷却水設備の安全冷却水系/主排
気筒/主排気筒管理建屋間洞道
重油貯槽

○

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

○

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2) 重大事故等対処施設
g.常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建
物・構築物は，将来活動する可能性のある断層等の露
頭がない地盤として，事業指定(変更許可)を受けた地
盤に設置する。

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2) 重大事故等対処施設
g.常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建
物・構築物は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる
支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・
構築物間の不等沈下，液状化及び揺すり込み沈下と
いった周辺地盤の変状により，重大事故等に対処するた
めに必要な機能が損なわれるおそれがない地盤として，
事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。

― ―

○ 前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
制御建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
緊急時対策建屋
分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理建屋/低レベル廃棄
物処理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガラス
固化建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/制御建屋
/非常用電源建屋/冷却水設備の安全冷却水系/主排
気筒/主排気筒管理建屋間洞道
重油貯槽

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
制御建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
緊急時対策建屋
分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理建屋/低レベル廃棄
物処理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガラス
固化建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/制御建屋
/非常用電源建屋/冷却水設備の安全冷却水系/主排
気筒/主排気筒管理建屋間洞道
重油貯槽

― ―

―

―

○

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

― ―

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(11/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

11 なお，以下の項目における建物・構築物とは，建物，構築物及び土木構造物（屋
外重要土木構造物及びその他の土木構造物）の総称とする。
また，屋外重要土木構造物とは，耐震安全上重要な機器・配管系の間接支持機
能を求められる土木構造物をいう。

定義 基本方針 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・建物・構築物の設計区分

― ― ○ 基本方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・「Ⅳ 耐震性に関する説明書」における建物・構築物と
は，建物，構築物及び土木構造物(屋外重要土木構
造物及びその他の土木構造物)の総称とする。再処理施
設の構築物は，屋外機械基礎，竜巻防護対策設備
及び排気筒であり，土木構造物は洞道である。また，屋
外重要土木構造物とは，耐震安全上重要な機器・配
管系の間接支持機能を求められる土木構造物をいう。

12 a.安全機能を有する施設
(a)安全機能を有する施設は，地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能の喪
失及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止する観点から，施設の安全機能
が喪失した場合の影響の相対的な程度(以下「耐震重要度」という。)に応じて，Ｓク
ラス，Ｂクラス又はＣクラスに分類し，それぞれの耐震重要度に応じた地震力に十分
耐えられる設計とする。

基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【1.概要】
・再処理施設の耐震設計が「再処理施設の技術基準に
関する規則」(以下「技術基準規則」という。)第五条(地
盤)及び第六条(地震による損傷の防止)に適合すること
を説明するものである。
・第三十二条(地盤)及び第三十三条(地震による損傷
の防止)に係る説明については施設の申請に合わせて次
回以降に詳細を説明する。
・上記条文以外への適合性を説明する各資料にて基準
地震動に対して機能を保持するとしているものとして，第
十一条(火災等による損傷の防止)に係る火災防護設備
の耐震性については「Ⅳ－３ 火災防護設備の耐震性に
関する説明書」にて説明する。第三十五条(火災等によ
る損傷の防止)に係る火災防護設備の耐震性については
「Ⅳ－３ 火災防護設備の耐震性に関する説明書」，第
十二条（再処理施設内における溢水による損傷の防
止）及び第十三条（再処理施設内における化学薬品
の漏えいによる損傷の防止）に係る溢水防護設備，化
学薬品防護設備の耐震性については「Ⅳ－４ 溢水及び
化学薬品への配慮が必要な施設の耐震性に関する説明
書」にて，それぞれの防護設備の申請に合わせて次回以
降に詳細を説明する。また，第三十六条（重大事故等
対処設備）に係る地震を要因とする重大事故等に対す
る施設の耐震性については「Ⅳ－５ 地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震性に関する説明書」にて
説明する。

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・再処理施設の耐震設計は，安全機能を有する施設に
ついては，地震により安全機能が損なわれるおそれがない
ことを目的とし，「技術基準規則」に適合する設計とす
る。

○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

― 基本方針基本方針安全機能を有する施設 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・安全機能を有する施設を耐震重要度に応じて分類
し，耐震重要度に応じた地震力による設計方針

―

冒頭宣言 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【1.概要】
・本資料の説明概要

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に対
する地震による損傷防止の設計方針

基本方針

○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
1.概要

2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

基本方針 ― ―10 第1章　共通項目
3.　自然現象等
3.1　地震による損傷の防止
3.1.1　耐震設計
(1)　耐震設計の基本方針
再処理施設は，次の方針に基づき耐震設計を行う。

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1) 安全機能を有する施設
a.安全機能を有する施設は，地震の発生によって生ずる
おそれがある安全機能の喪失及びそれに続く放射線によ
る公衆への影響を防止する観点から，各施設の安全機
能が喪失した場合の影響の相対的な程度(以下「耐震
重要度」という。)に応じて，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラ
スに分類(以下「耐震重要度分類」という。)し，それぞれ
の耐震重要度に応じた地震力に十分耐えられる設計とす
る。

冒頭宣言

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
1.概要
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(12/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

11 なお，以下の項目における建物・構築物とは，建物，構築物及び土木構造物（屋
外重要土木構造物及びその他の土木構造物）の総称とする。
また，屋外重要土木構造物とは，耐震安全上重要な機器・配管系の間接支持機
能を求められる土木構造物をいう。

定義

12 a.安全機能を有する施設
(a)安全機能を有する施設は，地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能の喪
失及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止する観点から，施設の安全機能
が喪失した場合の影響の相対的な程度(以下「耐震重要度」という。)に応じて，Ｓク
ラス，Ｂクラス又はＣクラスに分類し，それぞれの耐震重要度に応じた地震力に十分
耐えられる設計とする。

冒頭宣言10 第1章　共通項目
3.　自然現象等
3.1　地震による損傷の防止
3.1.1　耐震設計
(1)　耐震設計の基本方針
再処理施設は，次の方針に基づき耐震設計を行う。

冒頭宣言

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
1.概要

2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【1.概要】
・再処理施設の耐震設計が「再処理施設の技術基準に
関する規則」(以下「技術基準規則」という。)第五条及
び第三十二条(地盤)，第六条及び第三十三条(地震
による損傷の防止)に適合することを説明するものである。
・上記条文以外への適合性を説明する各資料にて基準
地震動に対して機能を保持するとしているものとして，第
十一条(火災等による損傷の防止)に係る火災防護設備
の耐震性については「Ⅳ－３ 火災防護設備の耐震性に
関する説明書」にて説明する。第三十五条(火災等によ
る損傷の防止)に係る火災防護設備の耐震性については
「Ⅳ－３ 火災防護設備の耐震性に関する説明書」，第
十二条（再処理施設内における溢水による損傷の防
止）及び第十三条（再処理施設内における化学薬品
の漏えいによる損傷の防止）に係る溢水防護設備，化
学薬品防護設備の耐震性については「Ⅳ－４ 溢水及び
化学薬品への配慮が必要な施設の耐震性に関する説明
書」にて説明する。
・地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震性に
ついては「Ⅳ－５ 地震を要因とする重大事故等に対する
施設の耐震性に関する説明書」にて説明する。

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・再処理施設の耐震設計は，安全機能を有する施設に
ついては，地震により安全機能が損なわれるおそれがない
こと，重大事故等対処施設については地震により重大事
故に至るおそれがある事故又は重大事故に対処するため
に必要な機能が損なわれるおそれがないことを目的とし，
「技術基準規則」に適合する設計とする。

基本方針

第１回と同一

○ 基本方針 基本方針

第１回と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(13/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

10.耐震計算の基本方針

基本方針冒頭宣言13 (b)耐震重要施設（(a)においてＳクラスに分類する施設をいう。）は，その供用中に
大きな影響を及ぼすおそれがある地震動(事業指定(変更許可)を受けた基準地震動
(以下「基準地震動Ｓｓ」という。))による地震力に対してその安全機能が損なわれる
おそれがない設計とする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

10.耐震計算の基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・基準地震動の概要及び詳細を示す添付書類の展開先
・安全機能を有する施設の基準地震動Ｓｓによる地震
力に対する設計方針

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震計算に当たっての基本方針
・共通的な計算方針を示した添付書類への展開先

― ― 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・施設の設計に当たり考慮する，基準地震動Ｓｓ及び
弾性設計用地震動Ｓｄの概要を「Ⅳ－１－１－１ 基
準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」に
示す。
(1)安全機能を有する施設
b.耐震重要施設（(a)においてＳクラスに分類する施設
をいう。）は，その供用中に大きな影響を及ぼすおそれが
ある地震動(事業指定(変更許可)を受けた基準地震動
(以下「基準地震動Ｓｓ」という。))による地震力に対し
てその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。
h.安全機能を有する施設の構造計画及び配置計画に
際しては，地震の影響が低減されるように考慮する。

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震
計算を行うに当たり，既設工認で実績があり，かつ，最
新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いること
を基本とする。
・最新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用
可能性を確認した上で適用する。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方
向の組合せについては，水平1方向及び鉛直方向地震
力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水
平2方向及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼ
す影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，機器(容器及びポンプ
類)及び電気計装品(盤，装置及び器具)のうち，複数
設備に共通して適用する計算方法については「Ⅳ－１－
１－11－１　配管の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－１
－11－２　ダクトの耐震支持方針」，「Ⅳ－１－２　耐
震計算に関する基本方針」及び「Ⅳ－１－３　耐震性
に関する計算書作成の基本方針」に示す。
・評価に用いる温度については，最高使用温度及び環
境温度を適切に考慮する。そのうち環境温度について
は，「Ⅵ－１－１－４－１　安全機能を有する施設が
使用される条件の下における健全性に関する説明書」の
「3.2(1)b.　環境温度及び湿度による影響」に記載の環
境温度を踏まえて設定する。

―○
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(14/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

冒頭宣言13 (b)耐震重要施設（(a)においてＳクラスに分類する施設をいう。）は，その供用中に
大きな影響を及ぼすおそれがある地震動(事業指定(変更許可)を受けた基準地震動
(以下「基準地震動Ｓｓ」という。))による地震力に対してその安全機能が損なわれる
おそれがない設計とする。

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

第１回と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(15/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

10.耐震計算の基本方針

基本方針
評価

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
・Ｓクラスの施設のうち，建物・構築物の基準地震動Ｓ
ｓに対する許容限界の設定方針

―基本方針基本方針建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，建物・構築物全
体としての変形能力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な
余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・
応力等に対して，妥当な安全余裕を有する設計とする。

Ｓクラスの施設

冒頭宣言

冒頭宣言
評価要求

14 (c)Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が損なわ
れるおそれがない設計とする。

15

―

○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

10.耐震計算の基本方針

基本方針

○Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・Ｓクラスの施設の基準地震動Ｓｓによる地震力に対す
る設計方針

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震計算に当たっての基本方針
・共通的な計算方針を示した添付書類への展開先

―― 安全冷却水系
(電路含む)

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
c.Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に
対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とす
る。

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震
計算を行うに当たり，既設工認で実績があり，かつ，最
新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いること
を基本とする。
・最新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用
可能性を確認した上で適用する。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方
向の組合せについては，水平1方向及び鉛直方向地震
力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水
平2方向及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼ
す影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，機器(容器及びポンプ
類)及び電気計装品(盤，装置及び器具)のうち，複数
設備に共通して適用する計算方法については「Ⅳ－１－
１－11－１　配管の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－１
－11－２　ダクトの耐震支持方針」，「Ⅳ－１－２　耐
震計算に関する基本方針」及び「Ⅳ－１－３　耐震性
に関する計算書作成の基本方針」に示す。
・評価に用いる温度については，最高使用温度及び環
境温度を適切に考慮する。そのうち環境温度について
は，「Ⅵ－１－１－４－１　安全機能を有する施設が
使用される条件の下における健全性に関する説明書」の
「3.2(1)b.　環境温度及び湿度による影響」に記載の環
境温度を踏まえて設定する。

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
c.
・建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震
力に対して，建物・構築物全体としての変形能力(耐震
壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分
な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が
終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な
安全余裕を有する設計とする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(16/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，建物・構築物全
体としての変形能力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な
余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・
応力等に対して，妥当な安全余裕を有する設計とする。

冒頭宣言

冒頭宣言
評価要求

14 (c)Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が損なわ
れるおそれがない設計とする。

15

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

―＜建物・構築物＞
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第1ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間洞道

＜系統＞
溶解設備
清澄・計量設備
分配設備
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備(溶液系，ウラン・プル
トニウム混合脱硝系)
酸回収設備(第２酸回収系)
計測制御設備
安全保護回路
制御室
制御室換気設備
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理設備(前処理建屋塔槽類廃ガス処理
設備，塔槽類廃ガス処理系，塔槽類廃ガス処理系(プ
ルトニウム系)，パルセータ廃ガス処理系，ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備，高レベル濃
縮廃液廃ガス処理系，不溶解残渣廃液廃ガス処理系)
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
換気設備(前処理建屋排気系，分離建屋排気系，精
製建屋排気系，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気
系，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系，
高レベル廃液ガラス固化建屋換気排気系)
主排気筒
高レベル廃液処理設備(高レベル濃縮廃液貯蔵系，不
溶解残渣廃液貯蔵系，共用貯蔵系)
高レベル廃液ガラス固化設備
ガラス固化体貯蔵設備
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(ハル・エンドピース貯蔵
系)
放射線監視設備(屋外モニタリング設備)
電気設備(所内高圧系統，所内低圧系統，ディーゼル
発電機，直流電源設備，計測制御用交流電源設備)
安全圧縮空気系
安全冷却水系
安全蒸気系
(電路含む)

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

10.耐震計算の基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
c.Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に
対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とす
る。

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震
計算を行うに当たり，既設工認で実績があり，かつ，最
新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いること
を基本とする。
・最新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用
可能性を確認した上で適用する。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方
向の組合せについては，水平1方向及び鉛直方向地震
力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水
平2方向及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼ
す影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，機器(容器及びポンプ
類)及び電気計装品(盤，装置及び器具)のうち，複数
設備に共通して適用する計算方法については「Ⅳ－１－
１－11－１　配管の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－１
－11－２　ダクトの耐震支持方針」，「Ⅳ－１－２　耐
震計算に関する基本方針」及び「Ⅳ－１－３　耐震性
に関する計算書作成の基本方針」に示す。
・評価に用いる温度については，最高使用温度及び環
境温度を適切に考慮する。そのうち環境温度について
は，「Ⅵ－１－１－４－１　安全機能を有する施設が
使用される条件の下における健全性に関する説明書」の
「3.2(1)b.　環境温度及び湿度による影響」に記載の環
境温度を踏まえて設定する。

―○

第１回と同一

―＜建物・構築物＞
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

＜系統＞
使用済燃料受入れ設備(燃料取出し設備，燃料移送
設備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設備，プール水冷
却系，補給水設備)
臨界防止設備
計測制御設備
制御室
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系)
放射線監視設備(屋内モニタリング設備，屋外モニタリン
グ設備，放射線サーベイ機器)
電気設備(所内高圧系統，所内低圧系統，ディーゼル
発電機，直流電源設備，計測制御用交流電源設備)
安全冷却水系
(電路含む)
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(17/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

基本方針
評価

○Ｓクラスの施設

―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

―

―

―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】
・Ｓクラスの施設のうち，機器・配管系の基準地震動Ｓ
ｓに対する許容限界及び動的機器等の機能維持設計
方針

基本方針
評価

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】
・Ｓクラスの施設の弾性設計用地震動Ｓｄによる地震
力又は静的地震力に対する設計方針
・弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的地震力に対する許
容限界

動的機能維持等対象設備

また，Ｓクラスの施設は，事業指定(変更許可)を受けた弾性設計用地震動(以下
「弾性設計用地震動Ｓｄ」という。)による地震力又は静的地震力のいずれか大きい
方の地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。

17

機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，その施設に要求
される機能を保持する設計とし，塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その
量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求され
る機能に影響を及ぼさない，また，動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる
応答に対してその設備に要求される機能を保持する設計とする。なお，動的機能が要
求される機器については，当該機器の構造，動作原理等を考慮した評価を行い，
既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えていないこと
を確認する。

冒頭宣言
評価要求

16

冒頭宣言
評価要求

安全冷却水系
(電路含む)

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

安全冷却水系

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・施設の設計に当たり考慮する，基準地震動Ｓｓ及び
弾性設計用地震動Ｓｄの概要を「Ⅳ－１－１－１ 基
準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」に
示す。

(1)安全機能を有する施設
c.
・Ｓクラスの施設は，事業指定(変更許可)を受けた弾性
設計用地震動(以下「弾性設計用地震動Ｓｄ」とい
う。)による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の
地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐える
設計とする。

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
c.
・機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震
力に対して，塑性域に達するひずみが生じる場合であって
も，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十
分な余裕を有し，その施設の機能を保持できるように設
計する。
・動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる地震
力に対して，当該機器に要求される機能を維持する設
計とする。このうち，動的機能が要求される機器について
は，当該機器の構造，動作原理等を考慮した評価を
行い，既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能
確認済加速度等を超えないことを確認する。

―○
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(18/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

また，Ｓクラスの施設は，事業指定(変更許可)を受けた弾性設計用地震動(以下
「弾性設計用地震動Ｓｄ」という。)による地震力又は静的地震力のいずれか大きい
方の地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。

17

機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，その施設に要求
される機能を保持する設計とし，塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その
量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求され
る機能に影響を及ぼさない，また，動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる
応答に対してその設備に要求される機能を保持する設計とする。なお，動的機能が要
求される機器については，当該機器の構造，動作原理等を考慮した評価を行い，
既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えていないこと
を確認する。

冒頭宣言
評価要求

16

冒頭宣言
評価要求

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・施設の設計に当たり考慮する，基準地震動Ｓｓ及び
弾性設計用地震動Ｓｄの概要を「Ⅳ－１－１－１ 基
準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」に
示す。

(1)安全機能を有する施設
c.
・Ｓクラスの施設は，事業指定(変更許可)を受けた弾性
設計用地震動(以下「弾性設計用地震動Ｓｄ」とい
う。)による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の
地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐える
設計とする。

○

溶解設備
溶液系
計測制御設備
安全保護回路
制御室
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理系
パルセータ廃ガス処理系
塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム系)
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設
備
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系
不溶解残渣廃液廃ガス処理系
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
前処理建屋排気系
分離建屋排気系
精製建屋給気系
精製建屋排気系
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系
高レベル廃液濃縮系
高レベル廃液ガラス固化設備
屋外モニタリング設備
ディーゼル発電機
安全冷却水系
火災防護設備
溢水防護設備

○ プール水冷却系
補給水設備
計測制御設備
制御室
ディーゼル発電機
安全冷却水系

― ―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
c.
・機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震
力に対して，塑性域に達するひずみが生じる場合であって
も，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十
分な余裕を有し，その施設の機能を保持できるように設
計する。
・動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる地震
力に対して，当該機器に要求される機能を維持する設
計とする。このうち，動的機能が要求される機器について
は，当該機器の構造，動作原理等を考慮した評価を
行い，既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能
確認済加速度等を超えないことを確認する。

―

――

＜建物・構築物＞
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第1ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間洞道

＜系統＞
溶解設備
清澄・計量設備
分配設備
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備(溶液系，ウラン・プル
トニウム混合脱硝系)
酸回収設備(第２酸回収系)
計測制御設備
安全保護回路
制御室
制御室換気設備
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理設備(前処理建屋塔槽類廃ガス処理
設備，塔槽類廃ガス処理系，塔槽類廃ガス処理系(プ
ルトニウム系)，パルセータ廃ガス処理系，ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備，高レベル濃
縮廃液廃ガス処理系，不溶解残渣廃液廃ガス処理系)
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
換気設備(前処理建屋排気系，分離建屋排気系，精
製建屋排気系，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気
系，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系，
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系)
主排気筒
高レベル廃液処理設備(高レベル濃縮廃液貯蔵系，不
溶解残渣廃液貯蔵系，共用貯蔵系)
高レベル廃液ガラス固化設備
ガラス固化体貯蔵設備
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(ハル・エンドピース貯蔵
系)
放射線監視設備(屋外モニタリング設備)
電気設備(所内高圧系統，所内低圧系統，ディーゼル
発電機，直流電源設備，計測制御用交流電源設備)
安全圧縮空気系
安全冷却水系
安全蒸気系
火災防護設備
(電路含む)

＜建物・構築物＞
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

＜系統＞
使用済燃料受入れ設備(燃料取出し設備，燃料移送
設備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設備，プール水冷
却系，補給水設備)
臨界防止設備
計測制御設備
制御室
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系)
放射線監視設備(屋内モニタリング設備，屋外モニタリン
グ設備，放射線サーベイ機器)
電気設備(所内高圧系統，所内低圧系統，ディーゼル
発電機，直流電源設備，計測制御用交流電源設備)
安全冷却水系
(電路含む)

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(19/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

基本方針

基本方針

基本方針
評価

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

基本方針

○

―

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・Ｓクラスの設備のうち，建物・構築物の許容限界設定
方針

(d)Ｓクラスの施設について，静的地震力は，水平地震力と鉛直地震力が同時に不
利な方向の組合せで作用するものとする。
また，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水平2方向
及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。

機器・配管系については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力の
いずれか大きい方の地震力による応答が全体的におおむね弾性状態に留まる設計とす
る。

18

19

冒頭宣言
評価要求

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・Ｓクラスの施設に対する静的地震力の組合せ，水平2
方向及び鉛直方向地震力の組合せの方針

―

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・Ｓクラスの施設のうち，機器・配管系の設計方針

―

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

建物・構築物については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力の
いずれか大きい方の地震力により発生する応力に対して，建築基準法等の安全上適
切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。

Ｓクラスの施設

冒頭宣言

冒頭宣言

20 ○

○ 基本方針 ―

安全冷却水系

基本方針

―

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
c.
・建物・構築物については，弾性設計用地震動Ｓｄに
よる地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震
力により発生する応力に対して，建築基準法等の安全
上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を
許容限界とする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
c.
・機器・配管系については，弾性設計用地震動Ｓｄに
よる地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震
力による応答が全体的におおむね弾性状態に留まる設計
とする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
d.Ｓクラスの施設について，静的地震力は，水平方向
地震力と鉛直方向地震力が同時に不利な方向の組合
せで作用するものとする。
・基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる
地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組
み合わせて算定するものとする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(20/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

(d)Ｓクラスの施設について，静的地震力は，水平地震力と鉛直地震力が同時に不
利な方向の組合せで作用するものとする。
また，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水平2方向
及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。

機器・配管系については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力の
いずれか大きい方の地震力による応答が全体的におおむね弾性状態に留まる設計とす
る。

18

19

冒頭宣言
評価要求

建物・構築物については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力の
いずれか大きい方の地震力により発生する応力に対して，建築基準法等の安全上適
切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。

冒頭宣言

冒頭宣言

20

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

― ―＜建物・構築物＞
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第1ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間洞道

＜系統＞
溶解設備
清澄・計量設備
分配設備
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備(溶液系，ウラン・プル
トニウム混合脱硝系)
酸回収設備(第２酸回収系)
計測制御設備
安全保護回路
制御室
制御室換気設備
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理設備(前処理建屋塔槽類廃ガス処理
設備，塔槽類廃ガス処理系，塔槽類廃ガス処理系(プ
ルトニウム系)，パルセータ廃ガス処理系，ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備，高レベル濃
縮廃液廃ガス処理系，不溶解残渣廃液廃ガス処理系)
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
換気設備(前処理建屋排気系，分離建屋排気系，精
製建屋排気系，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気
系，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系，
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系)
主排気筒
高レベル廃液処理設備(高レベル濃縮廃液貯蔵系，不
溶解残渣廃液貯蔵系，共用貯蔵系)
高レベル廃液ガラス固化設備
ガラス固化体貯蔵設備
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(ハル・エンドピース貯蔵
系)
放射線監視設備(屋外モニタリング設備)
電気設備(所内高圧系統，所内低圧系統，ディーゼル
発電機，直流電源設備，計測制御用交流電源設備)
安全圧縮空気系
安全冷却水系
安全蒸気系
火災防護設備

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

第１回と同一

○ ＜建物・構築物＞
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

＜系統＞
使用済燃料受入れ設備(燃料取出し設備，燃料移送
設備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設備，プール水冷
却系，補給水設備)
臨界防止設備
計測制御設備
制御室
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系)
放射線監視設備(屋内モニタリング設備，屋外モニタリン
グ設備，放射線サーベイ機器)
所内高圧系統，所内低圧系統，ディーゼル発電機，
直流電源設備，計測制御用交流電源設備
安全冷却水系

第１回と同一

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
d.Ｓクラスの施設について，静的地震力は，水平方向
地震力と鉛直方向地震力が同時に不利な方向の組合
せで作用するものとする。
・基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる
地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組
み合わせて算定するものとする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(21/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

10.耐震計算の基本方針

○ ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

10.耐震計算の基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
e.Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対して
おおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。
・Ｂクラスの施設のうち，共振のおそれのある施設について
は，その影響についての検討を行う。検討に用いる地震
動は，弾性設計用地震動Ｓｄに2分の1を乗じたものと
する。当該地震動による地震力は，水平2方向及び鉛
直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1)安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
(b)Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系
・b.(a)ロ.による応力を許容限界とする。

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震
計算を行うに当たり，既設工認で実績があり，かつ，最
新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いること
を基本とする。
・最新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用
可能性を確認した上で適用する。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方
向の組合せについては，水平1方向及び鉛直方向地震
力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水
平2方向及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼ
す影響を
・評価対象設備である配管系，機器(容器及びポンプ
類)及び電気計装品(盤，装置及び器具)のうち，複数
設備に共通して適用する計算方法については「Ⅳ－１－
１－11－１　配管の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－１
－11－２　ダクトの耐震支持方針」，「Ⅳ－１－２　耐
震計算に関する基本方針」及び「Ⅳ－１－３　耐震性
に関する計算書作成の基本方針」に示す。
・評価に用いる温度については，最高使用温度及び環
境温度を適切に考慮する。そのうち環境温度について
は，「Ⅵ－１－１－４－１　安全機能を有する施設が
使用される条件の下における健全性に関する説明書」の
「3.2(1)b.　環境温度及び湿度による影響」に記載の環
境温度を踏まえて設定する。

基本方針(Ｂクラス及びＣクラスの施設)―基本方針(Ｂクラス及びＣクラスの施設) ―基本方針
評価方法

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・Ｂクラス及びＣクラスの施設のうち，機器・配管系の設
計方針

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
・Ｂクラス及びＣクラスの施設に対する静的地震力及び
弾性設計用地震動に2分の1を乗じた地震力に対する許
容限界設計方針

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震計算に当たっての基本方針
・共通的な計算方針を示した添付書類への展開先

21 冒頭宣言
評価要求

(e)Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる
範囲で耐えられる設計とする。また，Ｂクラスの施設のうち，共振のおそれのある施設
については，その影響についての検討を行う。検討に用いる地震動は，弾性設計用地
震動Ｓｄに2分の1を乗じたものとする。当該地震動による地震力は，水平2方向及
び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(22/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

21 冒頭宣言
評価要求

(e)Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる
範囲で耐えられる設計とする。また，Ｂクラスの施設のうち，共振のおそれのある施設
については，その影響についての検討を行う。検討に用いる地震動は，弾性設計用地
震動Ｓｄに2分の1を乗じたものとする。当該地震動による地震力は，水平2方向及
び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

第１回と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(23/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

6.構造計画と配置計画

10.耐震計算の基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
f.耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属す
る施設(安全機能を有する施設以外の施設及び資機材
等含む)の波及的影響によって，その安全機能を損なわ
ない設計とする。

【6.構造計画と配置計画】
・安全機能を有する施設の構造計画及び配置計画に際
しては，地震の影響が低減されるように考慮する。
・建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建
物・構築物は，地震力に対し十分な支持性能を有する
地盤に支持させる。剛構造としない建物・構築物は，剛
構造と同等又はそれを上回る耐震安全性を確保する。
・耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構
築物は，周囲の地下水を排水し，基礎スラブ底面レベ
ル以深に地下水位を維持できるよう地下水排水設備(サ
ブドレンポンプ，水位検出器等)を設置する。地下水排
水設備は，安全機能を有する施設に適用される要求事
項を満足するよう設計する。また，上記より対象となる建
物・構築物の評価に影響するため，建物・構築物の機
能要求を満たすように，基準地震動Ｓｓによる地震力
に対して機能を維持するとともに，非常用電源設備又は
基準地震動Ｓｓによる地震力に対し機能維持が可能な
発電機からの給電が可能な設計とすることとし，その評価
を「Ⅳ－２－１　耐震重要施設等の耐震性に関する計
算書」のうち地下水排水設備の耐震性についての計算書
に示す。
・機器・配管系は，応答性状を適切に評価し，適用す
る地震力に対して構造強度を有する設計とする。配置に
自由度のあるものは，耐震上の観点からできる限り重心
位置を低くし，かつ，安定性のよい据え付け状態になる
よう，「9.　機器・配管系の支持方針」に示す方針に従
い配置する。
・下位クラス施設は，耐震重要施設に対して離隔を取り
配置する，又は耐震重要施設の有する安全機能を保
持する設計とする。

―竜巻防護対策設備

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震
計算を行うに当たり，既設工認で実績があり，かつ，最
新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いること
を基本とする。
・最新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用
可能性を確認した上で適用する。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方
向の組合せについては，水平1方向及び鉛直方向地震
力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水
平2方向及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼ
す影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，機器(容器及びポンプ
類)及び電気計装品(盤，装置及び器具)のうち，複数
設備に共通して適用する計算方法については「Ⅳ－１－
１－11－１　配管の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－１
－11－２　ダクトの耐震支持方針」，「Ⅳ－１－２　耐
震計算に関する基本方針」及び「Ⅳ－１－３　耐震性
に関する計算書作成の基本方針」に示す。
・評価に用いる温度については，最高使用温度及び環
境温度を適切に考慮する。そのうち環境温度について
は，「Ⅵ－１－１－４－１　安全機能を有する施設が
使用される条件の下における健全性に関する説明書」の
「3.2(1)b.　環境温度及び湿度による影響」に記載の環
境温度を踏まえて設定する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

6.構造計画と配置計画

10.耐震計算の基本方針

耐震重要施設に対し波及的影響を及ぼすおそれのある
耐震重要度の下位クラス施設

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・耐震重要施設の波及的影響設計方針

【6. 構造計画と配置計画】
・構造計画，配置計画に際しての地震影響低減の考慮
事項

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震計算に当たっての基本方針
・共通的な計算方針を示した添付書類への展開先

○―基本方針
設計方針
評価

―(f)耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によっ
て，その安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
機能要求②
評価要求

22
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(24/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

(f)耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によっ
て，その安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
機能要求②
評価要求

22

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

＜建物・構築物＞
使用済燃料輸送容器管理建屋(使用済燃料収納使用
済燃料輸送容器保管庫)
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋

＜建物・構築物＞
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
低レベル廃棄物処理建屋
分析建屋
出入管理建屋
ガラス固化体受入れ建屋

・六角鉄塔
支持形（制
振装置付

き）

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

6.構造計画と配置計画

10.耐震計算の基本方針

○ Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
f.耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属す
る施設(安全機能を有する施設以外の施設及び資機材
等含む)の波及的影響によって，その安全機能を損なわ
ない設計とする。

【6.構造計画と配置計画】
・安全機能を有する施設の構造計画及び配置計画に際
しては，地震の影響が低減されるように考慮する。
・建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建
物・構築物は，地震力に対し十分な支持性能を有する
地盤に支持させる。剛構造としない建物・構築物は，剛
構造と同等又はそれを上回る耐震安全性を確保する。
・耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構
築物は，周囲の地下水を排水し，基礎スラブ底面レベ
ル以深に地下水位を維持できるよう地下水排水設備(サ
ブドレンポンプ，水位検出器等)を設置する。地下水排
水設備は，安全機能を有する施設に適用される要求事
項を満足するよう設計する。また，上記より対象となる建
物・構築物の評価に影響するため，建物・構築物の機
能要求を満たすように，基準地震動Ｓｓによる地震力
に対して機能を維持するとともに，非常用電源設備又は
基準地震動Ｓｓによる地震力に対し機能維持が可能な
発電機からの給電が可能な設計とすることとし，その評価
を「Ⅳ－２－１　耐震重要施設等の耐震性に関する計
算書」のうち地下水排水設備の耐震性についての計算書
に示す。
・機器・配管系は，応答性状を適切に評価し，適用す
る地震力に対して構造強度を有する設計とする。配置に
自由度のあるものは，耐震上の観点からできる限り重心
位置を低くし，かつ，安定性のよい据え付け状態になる
よう，「9.　機器・配管系の支持方針」に示す方針に従
い配置する。
・下位クラス施設は，耐震重要施設に対して離隔を取り
配置する，又は耐震重要施設の有する安全機能を保
持する設計とする。

＜系統＞
溶解設備
分離設備
分配設備
分離建屋一時貯留処理設備
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
精製建屋一時貯留処理設備
塔槽類廃ガス処理設備(前処理建屋塔槽類廃ガス処理
設備，塔槽類廃ガス処理系，塔槽類廃ガス処理系(プ
ルトニウム系)，パルセータ廃ガス処理系，ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備，高レベル濃
縮廃液廃ガス処理系)
換気設備(前処理建屋排気系，分離建屋排気系，精
製建屋排気系，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気
系，高レベル廃液ガラス固化建屋排気系)
北換気筒(ハル・エンドピース及び第1ガラス固化体貯蔵
建屋換気筒)
高レベル廃液処理設備(高レベル濃縮廃液貯蔵系)
高レベル廃液ガラス固化設備

＜系統＞
使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備
燃料取出し設備
燃料移送設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備
直流電源設備
計測制御用交流電源設備
北換気筒(使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒)
北換気筒(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒)

― ―

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震
計算を行うに当たり，既設工認で実績があり，かつ，最
新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いること
を基本とする。
・最新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用
可能性を確認した上で適用する。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方
向の組合せについては，水平1方向及び鉛直方向地震
力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水
平2方向及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼ
す影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，機器(容器及びポンプ
類)及び電気計装品(盤，装置及び器具)のうち，複数
設備に共通して適用する計算方法については「Ⅳ－１－
１－11－１　配管の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－１
－11－２　ダクトの耐震支持方針」，「Ⅳ－１－２　耐
震計算に関する基本方針」及び「Ⅳ－１－３　耐震性
に関する計算書作成の基本方針」に示す。
・評価に用いる温度については，最高使用温度及び環
境温度を適切に考慮する。そのうち環境温度について
は，「Ⅵ－１－１－４－１　安全機能を有する施設が
使用される条件の下における健全性に関する説明書」の
「3.2(1)b.　環境温度及び湿度による影響」に記載の環
境温度を踏まえて設定する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(25/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

24 b.重大事故等対処施設
(a)重大事故等対処施設について，安全機能を有する施設の耐震設計における動的
地震力又は静的地震力に対する設計方針を踏襲し，重大事故等対処施設の構造
上の特徴，重大事故等時における運転状態及び重大事故等の状態で施設に作用
する荷重等を考慮し，適用する地震力に対して重大事故等に対処するために必要な
機能が損なわれるおそれがない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・重大事故等対処設備の設備分類に応じた地震力によ
る設計方針

― ― ― ― ― ― ―

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
g.
・耐震重要施設については，周辺地盤の変状により，そ
の安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。
・耐震重要施設のうち周辺地盤の液状化のおそれがある
施設は，その周辺地盤の液状化を考慮した場合におい
ても，支持機能及び構造健全性が確保される設計とす
る。
・建物・構築物の基礎地盤として置き換えるマンメイドロッ
ク（以下「MMR」という。）については，基盤面及び周
辺地盤の掘削に対する不陸整正及び建物・構築物が
MMRを介して鷹架層に支持されることを目的とする。その
ため，直下の鷹架層と同等以上の支持性能を有する設
計とし，接地圧に対する支持性能評価においては鷹架
層の支持力を適用する。
・これらの地盤の評価については，「Ⅳ－１－１－２
地盤の支持性能に係る基本方針」に示す。

― ―

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・重大事故等対処設備の設備分類，設備分類に応じ
た設計方針

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

○

― ―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

基本方針

― ―

(g)耐震重要施設については，周辺地盤の変状により，その安全機能が損なわれる
おそれがない設計とする。

冒頭宣言

評価要求

基本方針

基本方針 ―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・耐震重要施設の地盤変状に対する設計方針

耐震重要施設

25 重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等に対処するため
に必要な機能及び設置状態を踏まえて，常設耐震重要重大事故等対処設備，常
設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備に分類し，そ
れぞれの設備分類に応じて設計する。

23

基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(26/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

24 b.重大事故等対処施設
(a)重大事故等対処施設について，安全機能を有する施設の耐震設計における動的
地震力又は静的地震力に対する設計方針を踏襲し，重大事故等対処施設の構造
上の特徴，重大事故等時における運転状態及び重大事故等の状態で施設に作用
する荷重等を考慮し，適用する地震力に対して重大事故等に対処するために必要な
機能が損なわれるおそれがない設計とする。

冒頭宣言

(g)耐震重要施設については，周辺地盤の変状により，その安全機能が損なわれる
おそれがない設計とする。

冒頭宣言

評価要求

25 重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等に対処するため
に必要な機能及び設置状態を踏まえて，常設耐震重要重大事故等対処設備，常
設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備に分類し，そ
れぞれの設備分類に応じて設計する。

23

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ 基本方針 基本方針 ― ― ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
a.重大事故等対処施設について，安全機能を有する施
設の耐震設計における動的地震力又は静的地震力に
対する設計方針を踏襲し，重大事故等対処施設の構
造上の特徴，重大事故等時における運転状態及び重
大事故等の状態で施設に作用する荷重等を考慮し，適
用する地震力に対して重大事故等に対処するために必
要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
a.
重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する
重大事故等に対処するために必要な機能及び設置状態
を踏まえて，重大事故等が発生した場合において対処す
るために必要な機能を有する設備であって常設のもの(以
下「常設重大事故等対処設備」という。)を，常設耐震
重要重大事故等対処設備及び常設耐震重要重大事
故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備に分
類し，それぞれの設備分類に応じて設計する。

― ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

第１回と同一

○ 基本方針 基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(27/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

― ―――Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

10.耐震計算の基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事
故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の基
準地震動Ｓｓによる地震力に対する設計方針

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震計算に当たっての基本方針
・共通的な計算方針を示した添付書類への展開先

―基本方針
評価

冒頭宣言
評価要求

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大
事故等対処施設

(b)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，基
準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が
損なわれるおそれがない設計とする。

26 ― ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(28/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

冒頭宣言
評価要求

(b)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，基
準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が
損なわれるおそれがない設計とする。

26

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

10.耐震計算の基本方針

― ―＜建物・構築物＞
緊急時対策建屋

＜系統＞
溶解設備
清澄・計量設備
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
分離設備
分配設備
分離建屋一時貯留処理設備
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
溶液系
ウラン・プルトニウム混合脱硝系
第１酸回収系
第２酸回収系
計測制御設備
安全保護回路
制御室
制御室換気設備
計装設備
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
重大事故時供給停止回路
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理系
塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム系)
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設
備
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
前処理建屋排気系
分離建屋排気系
精製建屋排気系
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気系
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系
主排気筒
代替換気設備
廃ガス貯留設備
廃ガス貯留設備
高レベル廃液濃縮系
高レベル濃縮廃液貯蔵系
不溶解残渣廃液貯蔵系
共用貯蔵系
高レベル廃液ガラス固化設備
屋外モニタリング設備
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備
代替所内電気設備
一般圧縮空気系
安全圧縮空気系
代替安全圧縮空気系
臨界事故時水素掃気系
安全冷却水系
代替安全冷却水系
分析設備
化学薬品貯蔵供給系
火災防護設備
化学薬品防護設備
補機駆動用燃料補給設備
緊急時対策所

燃料取出し設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備
プール水冷却系
漏えい抑制設備
臨界防止設備
制御室
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備
溢水防護設備

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
b.常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重
大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力
に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が
損なわれるおそれがない設計とする。
h.重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際
しては，地震の影響が低減されるように考慮する。

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震
計算を行うに当たり，既設工認で実績があり，かつ，最
新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いること
を基本とする。
・最新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用
可能性を確認した上で適用する。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方
向の組合せについては，水平1方向及び鉛直方向地震
力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水
平2方向及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼ
す影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，機器(容器及びポンプ
類)及び電気計装品(盤，装置及び器具)のうち，複数
設備に共通して適用する計算方法については「Ⅳ－１－
１－11－１　配管の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－１
－11－２　ダクトの耐震支持方針」，「Ⅳ－１－２　耐
震計算に関する基本方針」及び「Ⅳ－１－３　耐震性
に関する計算書作成の基本方針」に示す。
・評価に用いる温度については，最高使用温度及び環
境温度を適切に考慮する。そのうち環境温度について
は，「Ⅵ－１－１－４－１　安全機能を有する施設が
使用される条件の下における健全性に関する説明書」の
「3.2(1)b.　環境温度及び湿度による影響」に記載の環
境温度を踏まえて設定する。

○ ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(29/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

27 建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，建物・構築物全
体としての変形能力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な
余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・
応力等に対して，妥当な安全余裕を有する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重
大事故等対処施設のうち，建物・構築物の基準地震動
Ｓｓに対する許容限界の設定方針

― ― ― ― ― ― ―

――― ―基本方針
評価

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重
大事故等対処施設のうち，機器・配管系の基準地震動
Ｓｓに対する許容限界及び動的機器等の機能維持設
計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

冒頭宣言
評価要求

―基本方針機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，その施設に要求
される機能を保持する設計とし，塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その
量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求され
る機能に影響を及ぼさない設計とする。また，動的機器等については，基準地震動
Ｓｓによる応答に対して，その設備に要求される機能を保持する設計とする。なお，
動的機能が要求される機器については，当該機器の構造，動作原理等を考慮した
評価を行い，既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超
えていないことを確認する。

28 ― ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(30/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

27 建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，建物・構築物全
体としての変形能力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な
余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・
応力等に対して，妥当な安全余裕を有する設計とする。

冒頭宣言

冒頭宣言
評価要求

機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，その施設に要求
される機能を保持する設計とし，塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その
量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求され
る機能に影響を及ぼさない設計とする。また，動的機器等については，基準地震動
Ｓｓによる応答に対して，その設備に要求される機能を保持する設計とする。なお，
動的機能が要求される機器については，当該機器の構造，動作原理等を考慮した
評価を行い，既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超
えていないことを確認する。

28

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ ― 基本方針 ― ― ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
b.
・建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震
力に対して，建物・構築物全体としての変形能力(耐震
壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分
な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が
終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な
安全余裕を有する設計とする。

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

○ ―― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
b.
・機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震
力に対して，その施設に要求される機能を保持するように
設計し，塑性域に達するひずみが生じる場合であって
も，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十
分な余裕を有し，その施設に要求される機能を保持でき
る設計とする。
・動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる地震
力に対して，当該機器に要求される機能を維持する設
計とする。このうち，動的機能が要求される機器について
は，当該機器の構造，動作原理等を考慮した評価を
行い，既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能
確認済加速度等を超えないことを確認する。

―代替注水設備
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
重大事故時供給停止回路
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム系)
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設
備
分離建屋排気系
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系
高レベル廃液濃縮系
屋外モニタリング設備
代替安全圧縮空気系
水供給設備
安全冷却水系
代替安全冷却水系
火災防護設備
放水設備
抑制設備
抑制設備
緊急時対策所
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(31/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

―冒頭宣言
評価要求

基本方針
評価

―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重
大事故等対処施設に対する水平2方向及び鉛直方向
地震力の組合せの方針

―29 (c)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に適用
する基準地震動Ｓｓによる地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組
み合わせて算定するものとする。

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大
事故等対処施設

―――
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(32/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

冒頭宣言
評価要求

29 (c)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に適用
する基準地震動Ｓｓによる地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組
み合わせて算定するものとする。

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

―― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
c.常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重
大事故等対処施設に適用する基準地震動Ｓｓによる
地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組
み合わせて算定するものとする。

燃料取出し設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備
プール水冷却系
漏えい抑制設備
臨界防止設備
制御室
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備
溢水防護設備

―＜建物・構築物＞
緊急時対策建屋

＜系統＞
溶解設備
清澄・計量設備
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
分離設備
分配設備
分離建屋一時貯留処理設備
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
溶液系
ウラン・プルトニウム混合脱硝系
第１酸回収系
第２酸回収系
計測制御設備
安全保護回路
制御室
制御室換気設備
計装設備
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
重大事故時供給停止回路
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理系
塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム系)
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設
備
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
前処理建屋排気系
分離建屋排気系
精製建屋排気系
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気系
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系
主排気筒
代替換気設備
廃ガス貯留設備
廃ガス貯留設備
高レベル廃液濃縮系
高レベル濃縮廃液貯蔵系
不溶解残渣廃液貯蔵系
共用貯蔵系
高レベル廃液ガラス固化設備
屋外モニタリング設備
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備
代替所内電気設備
一般圧縮空気系
安全圧縮空気系
代替安全圧縮空気系
臨界事故時水素掃気系
安全冷却水系
代替安全冷却水系
分析設備
化学薬品貯蔵供給系
火災防護設備
化学薬品防護設備
補機駆動用燃料補給設備
緊急時対策所

○ Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(33/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

30 ―― ―基本方針
評価

―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大
事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設及
び代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故
等対処設備に適用する地震力に対する設計方針

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震計算に当たっての基本方針
・共通的な計算方針を示した添付書類への展開先

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

10.耐震計算の基本方針

―常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大
事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設

代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等
対処設備

冒頭宣言
評価要求

(d)常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置さ
れる重大事故等対処施設は，代替する機能を有する安全機能を有する施設が属す
る耐震重要度に適用される地震力に十分耐えることができる設計とする。
また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備は，安全機
能を有する施設の耐震設計における耐震重要度の分類の方針に基づき，重大事故
等対処時の使用条件を踏まえて，当該設備の機能喪失により放射線による公衆への
影響の程度に応じて分類し，その地震力に対し十分に耐えることができる設計とする。

― ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(34/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

30 冒頭宣言
評価要求

(d)常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置さ
れる重大事故等対処施設は，代替する機能を有する安全機能を有する施設が属す
る耐震重要度に適用される地震力に十分耐えることができる設計とする。
また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備は，安全機
能を有する施設の耐震設計における耐震重要度の分類の方針に基づき，重大事故
等対処時の使用条件を踏まえて，当該設備の機能喪失により放射線による公衆への
影響の程度に応じて分類し，その地震力に対し十分に耐えることができる設計とする。

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

―― ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

10.耐震計算の基本方針

基本方針○ 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
d.常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重
大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設
については，設計基準事故に対処するための設備が有す
る機能を代替する施設の属する耐震重要度に応じた地
震力に対し十分に耐えられる設計とする。
・代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故
等対処設備は，安全機能を有する施設の耐震設計に
おける耐震重要度の分類方針に基づき，重大事故等対
処時の使用条件を踏まえて，当該設備の機能喪失によ
り放射線による公衆への影響の程度に応じて分類した地
震力に対し十分に耐えられる設計とする。

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震
計算を行うに当たり，既設工認で実績があり，かつ，最
新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いること
を基本とする。
・最新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用
可能性を確認した上で適用する。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方
向の組合せについては，水平1方向及び鉛直方向地震
力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水
平2方向及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼ
す影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，機器(容器及びポンプ
類)及び電気計装品(盤，装置及び器具)のうち，複数
設備に共通して適用する計算方法については「Ⅳ－１－
１－11－１　配管の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－１
－11－２　ダクトの耐震支持方針」，「Ⅳ－１－２　耐
震計算に関する基本方針」及び「Ⅳ－１－３　耐震性
に関する計算書作成の基本方針」に示す。
・評価に用いる温度については，最高使用温度及び環
境温度を適切に考慮する。そのうち環境温度について
は，「Ⅵ－１－１－４－１　安全機能を有する施設が
使用される条件の下における健全性に関する説明書」の
「3.2(1)b.　環境温度及び湿度による影響」に記載の環
境温度を踏まえて設定する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(35/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

― ―― ―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

6.構造計画と配置計画

10.耐震計算の基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設
備が設置される重大事故等対処施設の波及的影響設
計方針

【6. 構造計画と配置計画】
・構造計画，配置計画に際しての地震影響低減の考慮
事項

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震計算に当たっての基本方針
・共通的な計算方針を示した添付書類への展開先

――基本方針
設計方針
評価

重大事故等対処施設に対し波及的影響を及ぼすおそれ
のある施設

(e)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，Ｂ
クラス及びＣクラスの施設，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事
故等対処設備が設置される重大事故等対処施設，可搬型重大事故等対処設備
の波及的影響によって，その重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない
設計とする。

冒頭宣言
機能要求②
評価要求

31 ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(36/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

(e)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，Ｂ
クラス及びＣクラスの施設，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事
故等対処設備が設置される重大事故等対処施設，可搬型重大事故等対処設備
の波及的影響によって，その重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない
設計とする。

冒頭宣言
機能要求②
評価要求

31

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

＜建物・構築物＞
使用済燃料輸送容器管理建屋(使用済燃料収納使用
済燃料輸送容器保管庫)
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋

＜建物・構築物＞
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
出入管理建屋

・六角鉄塔
支持形（制
振装置付

き）

＜系統＞
北換気筒(使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒)
北換気筒(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒)

＜系統＞
溶解設備
分離設備
分配設備
分離建屋一時貯留処理設備
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
精製建屋一時貯留処理設備
塔槽類廃ガス処理設備(前処理建屋塔槽類廃ガス処理
設備，塔槽類廃ガス処理系，塔槽類廃ガス処理系(プ
ルトニウム系)，パルセータ廃ガス処理系，ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備，高レベル濃
縮廃液廃ガス処理系)
換気設備(前処理建屋排気系，分離建屋排気系，精
製建屋排気系，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気
系，高レベル廃液ガラス固化建屋排気系)
北換気筒(ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵
建屋換気筒)
高レベル廃液処理設備(高レベル濃縮廃液貯蔵系)
高レベル廃液ガラス固化設備

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震
計算を行うに当たり，既設工認で実績があり，かつ，最
新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いること
を基本とする。
・最新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用
可能性を確認した上で適用する。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方
向の組合せについては，水平1方向及び鉛直方向地震
力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水
平2方向及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼ
す影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，機器(容器及びポンプ
類)及び電気計装品(盤，装置及び器具)のうち，複数
設備に共通して適用する計算方法については「Ⅳ－１－
１－11－１　配管の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－１
－11－２　ダクトの耐震支持方針」，「Ⅳ－１－２　耐
震計算に関する基本方針」及び「Ⅳ－１－３　耐震性
に関する計算書作成の基本方針」に示す。
・評価に用いる温度については，最高使用温度及び環
境温度を適切に考慮する。そのうち環境温度について
は，「Ⅵ－１－１－４－１　安全機能を有する施設が
使用される条件の下における健全性に関する説明書」の
「3.2(1)b.　環境温度及び湿度による影響」に記載の環
境温度を踏まえて設定する。

○ ― ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
e.常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重
大事故等対処施設は，Ｂクラス及びＣクラスの施設，
常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大
事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設，
可搬型重大事故等対処設備の波及的影響によって，
重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない
設計とする。

【6. 構造計画と配置計画】
・重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際
しては，地震の影響が低減されるように考慮する。
・建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建
物・構築物は，地震力に対し十分な支持性能を有する
地盤に支持させる。剛構造としない建物・構築物は，剛
構造と同等又はそれを上回る耐震安全性を確保する。
・耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構
築物は，周囲の地下水を排水し，基礎スラブ底面レベ
ル以深に地下水位を維持できるよう地下水排水設備(サ
ブドレンポンプ，水位検出器等)を設置する。地下水排
水設備は，重大事故等対処施設に適用される要求事
項を満足するよう設計する。また，上記より対象となる建
物・構築物の評価に影響するため，建物・構築物の機
能要求を満たすように，基準地震動Ｓｓによる地震力
に対して機能を維持するとともに，非常用電源設備又は
基準地震動Ｓｓによる地震力に対し機能維持が可能な
発電機からの給電が可能な設計とすることとし，その評価
を「Ⅳ－２－１　耐震重要施設等の耐震性に関する計
算書」のうち地下水排水設備の耐震性についての計算書
に示す。
・機器・配管系は，応答性状を適切に評価し，適用す
る地震力に対して構造強度を有する設計とする。配置に
自由度のあるものは，耐震上の観点からできる限り重心
位置を低くし，かつ，安定性のよい据え付け状態になる
よう，「9.　機器・配管系の支持方針」に示す方針に従
い配置する。
・下位クラス施設は，常設耐震重要重大事故等対処設
備が設置される重大事故等対処施設に対して離隔を取
り配置する，又は重大事故等に対処するために必要な
機能を保持する設計とする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

6.構造計画と配置計画

10.耐震計算の基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(37/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

(g)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設について
は，周辺地盤の変状により，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれる
おそれがない設計とする。

基本方針
設計方針

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大
事故等対処施設

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・緊急時対策所の耐震設計方針の展開先

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

○

○

― 基本方針

―

―

―

―

――

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類
3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分
類

―

―

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類
3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分
類

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重
大事故等対処施設の地盤変状に対する設計方針
・地盤の評価について示した添付書類への展開先

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類】
【3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分
類】
・Ｓクラス施設の定義

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類】
【3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分
類】
・安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類及
び詳細内容を示す添付書類の展開

― ―

―

― 基本方針―

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類
3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分
類

―

―基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類
3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分
類

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

設計方針

冒頭宣言 基本方針基本方針

(a) 　Ｓクラスの施設
自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりその機能喪失に
より放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設，放射性物質を外部に放出す
る可能性のある事態を防止するために必要な施設及び事故発生の際に，外部に放
出される放射性物質による影響を低減させるために必要な施設であって，環境への影
響が大きいもの。
イ.　その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれのある施設
ロ.　使用済燃料を貯蔵するための施設
ハ.　高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器並びにその冷却系統
二.　プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器
ホ.　上記ハ.及び二.の系統及び機器から放射性物質が漏えいした場合に，その影響
の拡大を防止するための施設
へ.　上記ハ.，二.及びホ.に関連する施設で放射性物質の外部への放出を抑制する
ための施設
ト.　上記イ.からへ.の施設の機能を確保するために必要な施設

32

冒頭宣言

評価要求

定義

(2)　耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類
a. 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類
安全機能を有する施設の耐震重要度を以下のとおり分類する。

基本方針34

基本方針35

(f)緊急時対策所の耐震設計の基本方針については，「(6) 緊急時対策所」に示
す。

33

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類】
【3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分
類】
・安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度を以下
のとおり分類する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類】
【3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分
類】
(1)Ｓクラスの施設
・自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直
接関係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に
拡散する可能性のある施設，放射性物質を外部に放出
する可能性のある事態を防止するために必要な施設及び
事故発生の際に，外部に放出される放射性物質による
影響を低減させるために必要な施設であって，環境への
影響が大きいもの。
a．その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそ
れのある施設
b．使用済燃料を貯蔵するための施設
c．高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機
器並びにその冷却系統
d．プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器
e．上記c.及びd.の系統及び機器から放射性物質が漏
えいした場合に，その影響の拡大を防止するための施設
f．上記c.，d.及びe.に関連する施設で放射性物質の
外部への放出を抑制するための施設
g．上記a.からｆ.の施設の機能を確保するために必要
な施設
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(38/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

(g)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設について
は，周辺地盤の変状により，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれる
おそれがない設計とする。

冒頭宣言

(a) 　Ｓクラスの施設
自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりその機能喪失に
より放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設，放射性物質を外部に放出す
る可能性のある事態を防止するために必要な施設及び事故発生の際に，外部に放
出される放射性物質による影響を低減させるために必要な施設であって，環境への影
響が大きいもの。
イ.　その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれのある施設
ロ.　使用済燃料を貯蔵するための施設
ハ.　高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器並びにその冷却系統
二.　プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器
ホ.　上記ハ.及び二.の系統及び機器から放射性物質が漏えいした場合に，その影響
の拡大を防止するための施設
へ.　上記ハ.，二.及びホ.に関連する施設で放射性物質の外部への放出を抑制する
ための施設
ト.　上記イ.からへ.の施設の機能を確保するために必要な施設

32

冒頭宣言

評価要求

定義

(2)　耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類
a. 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類
安全機能を有する施設の耐震重要度を以下のとおり分類する。

34

35

(f)緊急時対策所の耐震設計の基本方針については，「(6) 緊急時対策所」に示
す。

33

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
g.常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重
大事故等対処施設については，周辺地盤の変状によ
り，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわ
れるおそれがない設計とする。
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重
大事故等対処施設のうちその周辺地盤の液状化のおそ
れがある施設は，その周辺地盤の液状化を考慮した場
合においても，支持機能及び構造健全性が確保される
設計とする。
・これらの地盤の評価については，「Ⅳ－１－１－２ 地
盤の支持性能に係る基本方針」に示す。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

―

第１回と同一

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
f.緊急時対策所の耐震設計における機能維持の基本方
針については，「5.2 機能維持」に示す。

第１回と同一

―

○ ― ―

―

―

―

基本方針―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(39/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

基本方針
設計方針

38 設計方針

36

基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類】
【3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分
類】
・安全機能を有する施設の重要度分類及び詳細内容を
示す添付書類の展開先

―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類
3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分
類

Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類の基本方針
2.安全機能を有する施設の重要度分類
2.1 耐震設計上の重要度分類
2.4 再処理施設の区分

―基本方針
設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類
3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分
類

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類】
【3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分
類】
(3)Ｃクラスの施設
・Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の
一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求さ
れる施設。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類】
【3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分
類】
(2)Ｂクラスの施設
・安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影
響がＳクラスに属する施設と比べ小さい施設。
a．放射性物質を内蔵している施設であって，Ｓクラスに
属さない施設(ただし，内蔵量が少ないか又は貯蔵方式
により，その破損により公衆に与える放射線の影響が十
分小さいものは除く。)
b．放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放
散を抑制するための施設で，Ｓクラスに属さない施設

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類
3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分
類

Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類の基本方針
2.安全機能を有する施設の重要度分類
2.1 耐震設計上の重要度分類
2.4 再処理施設の区分

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類
3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分
類

―

○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類
3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分
類

Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類の基本方針
【2.安全機能を有する施設の重要度分類】
【2.1 耐震設計上の重要度分類】
・安全機能を有する施設の重要度に応じた分類の方針
【2.4 再処理施設の区分】
・安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類

○

―

―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類】
【3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分
類】
・Ｃクラス施設の定義

基本方針

○ 基本方針

―

基本方針 ―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類】
【3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分
類】
・Ｂクラス施設の定義

上記に基づく耐震設計上の重要度分類を第3.1.1-1表に示す。
なお，同表には当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持されることを確
認する地震動及び波及的影響を考慮すべき施設に適用する地震動についても併記す
る。

(b) 　Ｂクラスの施設
安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラスに属する施設と比
べ小さい施設。
イ.　放射性物質を内蔵している施設であって，Ｓクラスに属さない施設(ただし，内蔵
量が少ないか又は貯蔵方式により，その破損により公衆に与える放射線の影響が十
分小さいものは除く。)
ロ.　放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散を抑制するための施設
で，Ｓクラスに属さない施設

定義

冒頭宣言

37 基本方針(c) 　Ｃクラスの施設
Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施設
と同等の安全性が要求される施設。

基本方針

定義

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類
3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分
類

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類】
【3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分
類】
・耐震設計上の重要度分類に基づく各施設の具体的な
耐震設計上の重要度分類及び当該施設を支持する構
造物の支持機能が維持されることを確認する地震動を
「Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処
施設の設備分類の基本方針」の第2.4-1表に，申請設
備の耐震重要度分類について同添付書類の第2.4-2表
に示す。

Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類の基本方針
【2.安全機能を有する施設の重要度分類】
【2.1 耐震設計上の重要度分類】
・安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度を次の
ように分類する。
【2.4 再処理施設の区分】
・安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類に
対するクラス別施設を第2.4-1表に，安全機能を有する
施設の申請設備の耐震重要度分類表を第2.4-2表に
示す。
・同表には，当該施設を支持する建物・構築物の支持
機能が維持されることを確認する地震動及び波及的影
響を考慮すべき施設に適用する地震動(以下「検討用地
震動」という。)を併記する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(40/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

38

36

上記に基づく耐震設計上の重要度分類を第3.1.1-1表に示す。
なお，同表には当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持されることを確
認する地震動及び波及的影響を考慮すべき施設に適用する地震動についても併記す
る。

(b) 　Ｂクラスの施設
安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラスに属する施設と比
べ小さい施設。
イ.　放射性物質を内蔵している施設であって，Ｓクラスに属さない施設(ただし，内蔵
量が少ないか又は貯蔵方式により，その破損により公衆に与える放射線の影響が十
分小さいものは除く。)
ロ.　放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散を抑制するための施設
で，Ｓクラスに属さない施設

定義

冒頭宣言

37 (c) 　Ｃクラスの施設
Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施設
と同等の安全性が要求される施設。

定義

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

第１回と同一

第１回と同一

第１回と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(41/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

基本方針

基本方針

基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
・耐震設計に用いる地震力の算定方法

【4.2 設計用地震力】
・設計用地震力の算定方法に関する添付書類展開先

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類
3.2 重大事故等対処施設の設備分類

評価条件

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類】
【3.2 重大事故等対処施設の設備分類】
・重大事故等対処施設の設備分類及び詳細内容を示
す添付書類の展開先

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類
3.2 重大事故等対処施設の設備分類

基本方針

――

―

―

Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針
【2.機能維持の確認に用いる設計用地震力】
・機能維持の確認に用いる設計用地震力の算定方法
・当該申請における機器・配管系の設計用地震力の算
定を説明する添付書類展開先

Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類の基本方針
4.重大事故等対処施設の設備分類
4.3 重大事故等対処施設の区分

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類】
【3.2 重大事故等対処施設の設備分類】
・常設重大事故等対処設備の定義

―

――

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.2 設計用地震力

Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針
2. 機能維持の確認に用いる設計用地震力

第2-1表 設計用地震力
(1) 静的地震力
(2) 動的地震力
(3) 設計用地震力

―

―

―

―

― ――Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類】
【3.2 重大事故等対処施設の設備分類】
・重大事故等対処施設の設備分類及び詳細内容を示
す添付書類の展開先

―

定義(a)　常設重大事故等対処設備
重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故が発生した場合において，対処する
ために必要な機能を有する設備であって常設のもの。
 イ．常設耐震重要重大事故等対処設備
常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設に属する設計基準事故に対処
するための設備が有する機能を代替するもの。
 ロ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備
常設重大事故等対処設備であって，上記イ．以外のもの。

b. 重大事故等対処施設の設備分類
重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等に対処するため
に必要な機能及び設置状態を踏まえて，以下の設備分類に応じた設計とする。

冒頭宣言39

設計方針

設計方針

基本方針40

定義41

定義(3)　地震力の算定方法
耐震設計に用いる設計用地震力は，以下の方法で算定される静的地震力及び動
的地震力とする。

42 基本方針 Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針
2.機能維持の確認に用いる設計用地震力

第2-1表 設計用地震力
(1) 静的地震力
(2) 動的地震力
(3) 設計用地震力

○

上記に基づく重大事故等対処施設の設備分類について第3.1.1-2表に示す。
なお，同表には，重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の支持機能が損な
われないことを確認する地震力についても併記する。

―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類
3.2 重大事故等対処施設の設備分類

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.2 設計用地震力

―

Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類の基本方針
【4.重大事故等対処施設の設備分類】
【4.3 重大事故等対処施設の区分】
・重大事故等対処施設の耐震設計上の設備分類の方
針

― ―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
・耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法による。

【4.2 設計用地震力】
・「4.1 地震力の算定方法」に基づく設計用地震力は
「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針」の第2-1表に
示す地震力に従い算定するものとする。

Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針
【2.機能維持の確認に用いる設計用地震力】
・機能維持の確認に用いる設計用地震力については，
「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」の「4.設計用地震
力」に示す設計用地震力の算定方法に基づくこととし，
具体的な算定方法は第2-1表に示す。
・当該申請における機器・配管系の設計用地震力の算
定に際しては，「Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線
の作成方針」に定める方法にて設定した設計用床応答
曲線を用いる。

第2-1表 設計用地震力
(1) 静的地震力
a. 安全機能を有する施設
(2) 動的地震力
a. 安全機能を有する施設
(3) 設計用地震力
a. 安全機能を有する施設

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(42/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

定義(a)　常設重大事故等対処設備
重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故が発生した場合において，対処する
ために必要な機能を有する設備であって常設のもの。
 イ．常設耐震重要重大事故等対処設備
常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設に属する設計基準事故に対処
するための設備が有する機能を代替するもの。
 ロ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備
常設重大事故等対処設備であって，上記イ．以外のもの。

b. 重大事故等対処施設の設備分類
重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等に対処するため
に必要な機能及び設置状態を踏まえて，以下の設備分類に応じた設計とする。

冒頭宣言39

40

定義41

定義(3)　地震力の算定方法
耐震設計に用いる設計用地震力は，以下の方法で算定される静的地震力及び動
的地震力とする。

42

上記に基づく重大事故等対処施設の設備分類について第3.1.1-2表に示す。
なお，同表には，重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の支持機能が損な
われないことを確認する地震力についても併記する。

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類
3.2 重大事故等対処施設の設備分類

―

基本方針

―

基本方針

―

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類
3.2 重大事故等対処施設の設備分類

○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類】
【3.2 重大事故等対処施設の設備分類】
・重大事故等対処設備について，施設の各設備が有す
る重大事故等に対処するために必要な機能及び設置状
態を踏まえ，以下のとおりに分類する。

― ―基本方針

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.2 設計用地震力

Ⅳ－１－１ー８ 機能維持の基本方針
2.機能維持の確認に用いる設計用地震力

第2-1表 設計用地震力
(1) 静的地震力
(2) 動的地震力
(3) 設計用地震力

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類】
【3.2 重大事故等対処施設の設備分類】
・耐震設計上の分類に基づき耐震評価を行う申請設備
の設備分類について「Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及
び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針」の第
4.3-1表に示す。

Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類の基本方針
【4.重大事故等対処施設の設備分類】
【4.3 重大事故等対処施設の区分】
・重大事故等対処施設の耐震設計上の設備分類を第
4.3-1表に示す。
・同表には，当該施設を支持する建物・構築物の支持
機能が維持されることを確認する検討用地震動について
も併記する。

○ 基本方針

○ 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
・耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法による。

【4.2 設計用地震力】
・「4.1 地震力の算定方法」に基づく設計用地震力は
「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針」に示す地震
力に従い算定するものとする。

Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針
【2.機能維持の確認に用いる設計用地震力】
・機能維持の確認に用いる設計用地震力については，
「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」の「4.設計用地震
力」に示す設計用地震力の算定方法に基づくこととし，
具体的な算定方法は第2－1表に示す。
・当該申請における機器・配管系の設計用地震力の算
定に際しては，「Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線
の作成方針」に定める方法にて設定した設計用床応答
曲線を用いる。

第2-1表 設計用地震力
(1) 静的地震力
a. 安全機能を有する施設
b. 重大事故等対処施設
(2) 動的地震力
a. 安全機能を有する施設
b. 重大事故等対処施設
(3) 設計用地震力
a. 安全機能を有する施設
b. 重大事故等対処施設

― ―

基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類
3.2 重大事故等対処施設の設備分類

Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類の基本方針
4.重大事故等対処施設の設備分類
4.3 重大事故等対処施設の区分

―

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類】
【3.2 重大事故等対処施設の設備分類】
(1)常設重大事故等対処設備
a.常設耐震重要重大事故等対処設備
・常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設に
属する設計基準事故に対処するための設備が有する機
能を代替するもの。
b.常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重
大事故等対処設備
・常設重大事故等対処設備であって，上記a. 以外のも
の。

基本方針

基本方針 ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(43/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

43 a.　静的地震力
安全機能を有する施設に適用する静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの
施設に適用することとし，それぞれの耐震重要度に応じて以下の地震層せん断力係
数及び震度に基づき算定する。

冒頭宣言 基本方針 評価条件 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.1 静的地震力

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.1 静的地震力】
・安全機能を有する施設に適用する静的地震力の算定
方法

― ― ○ 基本方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.1 静的地震力

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.1 静的地震力】
・安全機能を有する施設に適用する静的地震力は，Ｓ
クラス，Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用することとし，
それぞれの耐震重要度に応じて，以下の地震層せん断
力係数Ｃｉ及び震度に基づき算定するものとする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.1 静的地震力】
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大
事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に
適用する静的地震力

―

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.1 静的地震力

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.1 静的地震力

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.1 静的地震力

○

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.1 静的地震力

基本方針

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.1 静的地震力】
(2)機器・配管系
・静的地震力は，上記(1)に示す地震層せん断力係数
Ｃｉに施設の耐震重要度に応じた係数を乗じたものを水
平震度として，当該水平震度及び上記(1)の鉛直震度
をそれぞれ20%増しとした震度より求めるものとする。
・Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力
は同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。た
だし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。
・上記(1)及び(2)の標準せん断力係数Ｃ０等の割増し
係数については，耐震性向上の観点から，一般産業施
設及び公共施設の耐震基準との関係を考慮して設定す
る。

―

基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.1 静的地震力

―

―

○ Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.1 静的地震力】
(1)建物・構築物
・水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に
示す施設の耐震重要度に応じた係数を乗じ，さらに当
該層以上の重量を乗じて算定するものとする。
Ｓクラス　　3.0
Ｂクラス　　1.5
Ｃクラス　　1.0
・地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ
０を0.2以上とし，建物・構築物の振動特性，地盤の
種類等を考慮して求められる値とする。
・必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断
力係数Ｃｉに乗じる施設の耐震重要度に応じた係数
は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスともに1.0とし，その
際に用いる標準せん断力係数Ｃ０は1.0以上とする。
・Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力
が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛
直地震力は，震度0.3以上を基準とし，建物・構築物
の振動特性及び地盤の種類等を考慮し，高さ方向に一
定として求めた鉛直震度より算定する。

―

―

評価条件基本方針

基本方針

45

(b)　機器・配管系
耐震重要度の各クラスの地震力は，上記(a)に示す地震層せん断力係数Ｃｉに施設
の耐震重要度に応じた係数を乗じたものを水平震度とし，当該水平震度及び上記
(a)の鉛直震度をそれぞれ20%増しとした震度より求めるものとする。
Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せ
で作用するものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。
上記(a)及び(b)の標準せん断力係数Ｃ０等の割増し係数については，耐震性向上
の観点から，一般産業施設及び公共施設の耐震基準との関係を考慮して設定す
る。

44

定義 評価条件

定義

重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設
重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に，代替する機能を有する
安全機能を有する施設が属する耐震重要度に適用される地震力を適用する。

46

定義

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.1 静的地震力】
(1)建物・構築物
・建物・構築物に適用する静的地震力の算定方法

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.1 静的地震力】
(2)機器・配管系
・機器・配管系に適用する静的地震力の算定方法

―

―

―

(a)　建物・構築物
水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の耐震重要度に応じた
係数を乗じ，さらに当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。
Ｓクラス　　3.0
Ｂクラス　　1.5
Ｃクラス　　1.0
ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ０を0.2以上とし，建
物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮して求められる値とする。
また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数Ｃｉに乗じる施
設の耐震重要度に応じた係数は，耐震重要度の各クラスともに1.0とし，その際に用
いる標準せん断力係数Ｃ０は1.0以上とする。
Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せ
で作用するものとする。鉛直地震力は，震度0.3以上を基準とし，建物・構築物の振
動特性及び地盤の種類等を考慮し，高さ方向に一定として求めた鉛直震度より算定
する。

―

評価条件基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(44/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

43 a.　静的地震力
安全機能を有する施設に適用する静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの
施設に適用することとし，それぞれの耐震重要度に応じて以下の地震層せん断力係
数及び震度に基づき算定する。

冒頭宣言

45

(b)　機器・配管系
耐震重要度の各クラスの地震力は，上記(a)に示す地震層せん断力係数Ｃｉに施設
の耐震重要度に応じた係数を乗じたものを水平震度とし，当該水平震度及び上記
(a)の鉛直震度をそれぞれ20%増しとした震度より求めるものとする。
Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せ
で作用するものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。
上記(a)及び(b)の標準せん断力係数Ｃ０等の割増し係数については，耐震性向上
の観点から，一般産業施設及び公共施設の耐震基準との関係を考慮して設定す
る。

44

定義

定義

重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設
重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に，代替する機能を有する
安全機能を有する施設が属する耐震重要度に適用される地震力を適用する。

46

定義

(a)　建物・構築物
水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の耐震重要度に応じた
係数を乗じ，さらに当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。
Ｓクラス　　3.0
Ｂクラス　　1.5
Ｃクラス　　1.0
ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ０を0.2以上とし，建
物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮して求められる値とする。
また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数Ｃｉに乗じる施
設の耐震重要度に応じた係数は，耐震重要度の各クラスともに1.0とし，その際に用
いる標準せん断力係数Ｃ０は1.0以上とする。
Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せ
で作用するものとする。鉛直地震力は，震度0.3以上を基準とし，建物・構築物の振
動特性及び地盤の種類等を考慮し，高さ方向に一定として求めた鉛直震度より算定
する。

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

基本方針○

第１回と同一

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4. 設計用地震力】
【4.1.1 静的地震力】
・重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大
事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が
設置される重大事故等対処施設に，代替する機能を有
する安全機能を有する施設が属する耐震重要度分類の
クラスに適用される地震力を適用する。

― ―

第１回と同一

―

第１回と同一

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.1 静的地震力

基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(45/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

49 安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の動的解析においては，地盤の諸
定数も含めて材料のばらつきによる変動幅を適切に考慮する。

定義 基本方針 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・動的解析におけるばらつきの考慮

― ― ○ 基本方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・安全機能を有する施設の動的解析においては，地盤の
諸定数も含めて材料のばらつきによる材料定数の変動幅
を適切に考慮する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・動的地震力の水平2方向及び鉛直方向地震力の組
合せ
・既住の耐震計算に対する影響確認の方針の添付書類
展開先

基本方針 ―

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

基本方針
施設共通　基本設計方針
(動的地震力の組合せ方法)

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・安全機能を有する施設については，動的地震力は，
Ｓクラスの施設及びＢクラスの施設のうち共振のおそれの
あるものに適用する。
・Ｓクラスの施設については，基準地震動Ｓｓ及び弾性
設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動を適用する。
・Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのあるものについて
は，弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動の
振幅を2分の1にしたものによる地震力を適用する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

基本方針

―

評価条件

評価条件48

動的地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。水
平2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響確認に当たっては，水平1方向及
び鉛直方向地震力を組み合わせた既往の耐震計算への影響が考えられる施設，設
備の部位を抽出し，建物・構築物の3次元応答性状及びそれによる機器・配管系へ
の影響を考慮した上で，既往の方法を用いた耐震性に及ぼす影響を評価する。

定義

定義 ―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重
大事故等対処施設に適用する地震力
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大
事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の
うち，Ｂクラス施設の機能を代替する施設であって共振の
おそれのある施設に適用する地震力
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大
事故等対処設備で，代替する安全機能を有する施設が
ない常設重大事故等対処設備のうち，Ｓクラスの施設
に適用する地震力

基本方針
評価条件

50

重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置され
る重大事故等対処施設に基準地震動Ｓｓによる地震力を適用する。
常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置され
る重大事故等対処施設のうち，Ｂクラスに属する施設の機能を代替する施設であって
共振のおそれのある施設については，「b.　動的地震力」に示す共振のおそれのあるＢ
クラス施設に適用する地震力を適用する。
また，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備で，
代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備のうち，Ｓクラスの
施設は常設耐震重要重大事故等対処設備に適用する地震力を適用する。
なお，重大事故等対処施設のうち，安全機能を有する施設の基本構造と異なる施
設については，適用する地震力に対して，要求される機能及び構造健全性が維持さ
れることを確認するため，当該施設の構造を適切にモデル化した上での地震応答解
析，加振試験等を実施する。

47 b.　動的地震力
安全機能を有する施設について，Ｓクラスの施設の設計に適用する動的地震力は，
基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動を適用する。
Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのある施設については，上記Ｓクラスの施設に適用
する弾性設計用地震動Ｓｄに2分の1を乗じたものから定める入力地震動を適用す
る。

評価要求

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

―

―

○Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・Ｓクラス施設及びＢクラス施設に適用する動的地震力
の算定方法

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

―基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

基本方針
施設共通　基本設計方針
(動的地震力の組合せ方法)

―

―

○ ―

― ―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・動的地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適
切に組み合わせて算定する。水平2方向及び鉛直方向
地震力の組合せによる影響確認に当たっては，水平1方
向及び鉛直方向地震力を組み合わせた既往の耐震計
算への影響が考えられる施設，設備の部位を抽出し，
建物・構築物の3次元応答性状及びそれによる機器・配
管系への影響を考慮した上で，既往の方法を用いた耐
震性に及ぼす影響を評価する。その方針を「Ⅳ－１－１
－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関す
る影響評価方針」に示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(46/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

49 安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の動的解析においては，地盤の諸
定数も含めて材料のばらつきによる変動幅を適切に考慮する。

定義

48

動的地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。水
平2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響確認に当たっては，水平1方向及
び鉛直方向地震力を組み合わせた既往の耐震計算への影響が考えられる施設，設
備の部位を抽出し，建物・構築物の3次元応答性状及びそれによる機器・配管系へ
の影響を考慮した上で，既往の方法を用いた耐震性に及ぼす影響を評価する。

定義

定義

50

重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置され
る重大事故等対処施設に基準地震動Ｓｓによる地震力を適用する。
常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置され
る重大事故等対処施設のうち，Ｂクラスに属する施設の機能を代替する施設であって
共振のおそれのある施設については，「b.　動的地震力」に示す共振のおそれのあるＢ
クラス施設に適用する地震力を適用する。
また，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備で，
代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備のうち，Ｓクラスの
施設は常設耐震重要重大事故等対処設備に適用する地震力を適用する。
なお，重大事故等対処施設のうち，安全機能を有する施設の基本構造と異なる施
設については，適用する地震力に対して，要求される機能及び構造健全性が維持さ
れることを確認するため，当該施設の構造を適切にモデル化した上での地震応答解
析，加振試験等を実施する。

47 b.　動的地震力
安全機能を有する施設について，Ｓクラスの施設の設計に適用する動的地震力は，
基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動を適用する。
Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのある施設については，上記Ｓクラスの施設に適用
する弾性設計用地震動Ｓｄに2分の1を乗じたものから定める入力地震動を適用す
る。

評価要求

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ 基本方針 基本方針 ― ― ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の動
的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のばらつ
きによる材料定数の変動幅を適切に考慮する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大
事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に
基準地震動Ｓｓによる地震力を適用する。
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大
事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の
うち，Ｂクラスの施設の機能を代替する共振のおそれのあ
る施設については，共振のおそれのあるＢクラス施設に適
用する地震力を適用する。
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大
事故等対処設備で，代替する安全機能を有する施設が
ない常設重大事故等対処設備のうち，Ｓクラスの施設
は常設耐震重要重大事故等対処設備に適用する地震
力を適用する。
・重大事故等対処施設のうち，安全機能を有する施設
の基本構造と異なる施設については，適用する地震力に
対して，要求される機能及び構造健全性が維持されるこ
とを確認するため，当該施設の構造を適切にモデル化し
た上での地震応答解析，加振試験等を実施する。

○

第１回と同一

――

第１回と同一

基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

基本方針 ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(47/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

定義 基本方針 基本方針
設計方針
評価条件

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・動的解析における地盤の考慮

Ⅳ－１－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地
震動Ｓｄの概要
5. 敷地地盤の振動特性
5.1 解放基盤表面の設定

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
2. 地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記載のものを除く。)
(1) 入力地震動
2.1.2　屋外重要土木構造物
(1) 入力地震動
2.2 機器・配管系
(1) 入力地震動又は入力地震力

Ⅳ－１－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地
震動Ｓｄの概要
【5. 敷地地盤の振動特性】
【5.1 解放基盤表面の設定】
・鷹架層の分布及び解放基盤表面の設定

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
【2. 地震応答解析の方針】
【2.1 建物・構築物】
【2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記載のものを除く。)】
(1) 入力地震動
・建物・構築物の地震応答解析における入力地震動設
定方針
・伝搬特性，地盤の非線形性，施設位置，観測記録
を踏まえた留意事項

【2.1.2　屋外重要土木構造物】
(1) 入力地震動
・屋外重要土木構造物の地震応答解析における入力地
震動設定方針
・地盤条件を考慮する場合の留意事項及び地盤の非線
形応答に関する考慮事項

【2.2 機器・配管系】
(1) 入力地震動又は入力地震力
・機器・配管系の地震応答解析における入力地震動又
は入力地震力

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4. 設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のば
らつきによる材料定数の変動幅を適切に考慮する。

(1)　入力地震動
・地質調査の結果によれば，重要な再処理施設の設置
位置周辺は，新第三紀の鷹架層が十分な広がりをもっ
て存在することが確認されている。
解放基盤表面は，この新第三紀の鷹架層のＳ波速度
が0.7km/s以上を有する標高約－70mの位置に想定
することとする。
・基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄは，解
放基盤表面で定義する。
・建物・構築物の地震応答解析モデルに対する入力地
震動は，解放基盤表面からの地震波の伝播特性を適
切に考慮した上で，必要に応じ2次元ＦＥＭ解析又は
1次元波動論により，地震応答解析モデルの入力位置
で評価した入力地震動を設定する。また，必要に応じて
地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮するこ
ととし，地盤のひずみに応じた地盤物性値を用いて作成
する。
・非線形性の考慮に当たっては，地下水排水設備による
地下水位の低下状態を踏まえ評価する。
・地下水排水設備の外側に配置される建物・構築物につ
いては，施設の構造上の特徴，施設の周辺地盤及び
周辺施設の配置状況を踏まえ，液状化による影響が生
じるおそれがある場合には，その影響について確認する。
・入力地震動の設定に用いる地下構造モデルについて
は，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造及び
対象建物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の
特徴を踏まえて適切に設定する。また，必要に応じ敷地
における観測記録による検証や最新の科学的・技術的
知見を踏まえ，地質・速度構造等の地盤条件を設定す
る。
・Ｂクラスの施設のうち共振のおそれがあり，動的解析が
必要なものに対しては，弾性設計用地震動Ｓｄに2 分
の1 を乗じたものを用いる。

Ⅳ－１－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地
震動Ｓｄの概要
【5. 敷地地盤の振動特性】
【5.1 解放基盤表面の設定】
・各種地質調査結果より，敷地の地盤は速度構造的に
特異性を有する地盤ではないと考えられる。解放基盤表
面については，敷地地下で著しい高低差がなく，ほぼ水
平で相当な拡がりを有し，著しい風化を受けていない岩
盤である鷹架層において，Ｓ波速度が概ね0.7km/s以
上となる標高-70mの位置に設定した

 
 
 

 
 

○ 基本方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

Ⅳ－１－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地
震動Ｓｄの概要
5. 敷地地盤の振動特性
5.1 解放基盤表面の設定

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
2. 地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記載のものを除く。)
(1) 入力地震動
2.1.2　屋外重要土木構造物
(1) 入力地震動

2.2 機器・配管系
(1) 入力地震動又は入力地震力

(a)　入力地震動
地質調査の結果によれば，重要な再処理施設の設置位置周辺は，新第三紀の鷹
架層が十分な広がりをもって存在することが確認されている。
解放基盤表面は，この新第三紀の鷹架層のＳ波速度が0.7km/s以上を有する標
高約-70ｍの位置に想定することとする。
基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄは，解放基盤表面で定義する。
建物・構築物の地震応答解析モデルに対する入力地震動は，解放基盤表面からの
地震波の伝播特性を適切に考慮した上で，必要に応じ2次元FEM解析又は1次元
波動論により，地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。
また，必要に応じて地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮することとし，
地盤のひずみに応じた地盤物性値を用いて作成する。非線形性の考慮に当たっては，
地下水排水設備による地下水位の低下状態を踏まえ評価する。
地下水排水設備の外側に配置される建物・構築物については，施設の構造上の特
徴，施設の周辺地盤及び周辺施設の配置状況を踏まえ，液状化による影響が生じ
るおそれがある場合には，その影響について確認する。
地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関
係や対象建物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の違いにも留意する。
また，必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新の科学的・技術的知見を
踏まえ，地質・速度構造等の地盤条件を設定する。

51
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(48/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

定義(a)　入力地震動
地質調査の結果によれば，重要な再処理施設の設置位置周辺は，新第三紀の鷹
架層が十分な広がりをもって存在することが確認されている。
解放基盤表面は，この新第三紀の鷹架層のＳ波速度が0.7km/s以上を有する標
高約-70ｍの位置に想定することとする。
基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄは，解放基盤表面で定義する。
建物・構築物の地震応答解析モデルに対する入力地震動は，解放基盤表面からの
地震波の伝播特性を適切に考慮した上で，必要に応じ2次元FEM解析又は1次元
波動論により，地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。
また，必要に応じて地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮することとし，
地盤のひずみに応じた地盤物性値を用いて作成する。非線形性の考慮に当たっては，
地下水排水設備による地下水位の低下状態を踏まえ評価する。
地下水排水設備の外側に配置される建物・構築物については，施設の構造上の特
徴，施設の周辺地盤及び周辺施設の配置状況を踏まえ，液状化による影響が生じ
るおそれがある場合には，その影響について確認する。
地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関
係や対象建物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の違いにも留意する。
また，必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新の科学的・技術的知見を
踏まえ，地質・速度構造等の地盤条件を設定する。

51

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

Ⅳ－１－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地
震動Ｓｄの概要
5. 敷地地盤の振動特性
5.1 解放基盤表面の設定

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
2. 地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記載のものを除く。)
(1) 入力地震動
2.1.2　屋外重要土木構造物
(1) 入力地震動
2.2 機器・配管系
(1) 入力地震動又は入力地震力

― ―○ 基本方針 基本方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4. 設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のば
らつきによる材料定数の変動幅を適切に考慮する。

(1)　入力地震動
・地質調査の結果によれば，重要な再処理施設の設置
位置周辺は，新第三紀の鷹架層が十分な広がりをもっ
て存在することが確認されている。
解放基盤表面は，この新第三紀の鷹架層のＳ波速度
が0.7km/s以上を有する標高約－70mの位置に想定
することとする。
・基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄは，解
放基盤表面で定義する。
・建物・構築物の地震応答解析モデルに対する入力地
震動は，解放基盤表面からの地震波の伝播特性を適
切に考慮した上で，必要に応じ2次元ＦＥＭ解析又は
1次元波動論により，地震応答解析モデルの入力位置
で評価した入力地震動を設定する。また，必要に応じて
地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮するこ
ととし，地盤のひずみに応じた地盤物性値を用いて作成
する。
・非線形性の考慮に当たっては，地下水排水設備による
地下水排水設備による地下水位の低下状態を踏まえ評
価する。
・地下水排水設備の外側に配置される建物・構築物につ
いては，施設の構造上の特徴，施設の周辺地盤及び
周辺施設の配置状況を踏まえ，液状化による影響が生
じるおそれがある場合には，その影響について確認する。
・入力地震動の設定に用いる地下構造モデルについて
は，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造及び
対象建物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の
特徴を踏まえて適切に設定する。また，必要に応じ敷地
における観測記録による検証や最新の科学的・技術的
知見を踏まえ，地質・速度構造等の地盤条件を設定す
る。
・Ｂクラスの施設のうち共振のおそれがあり，動的解析が
必要なものに対しては，弾性設計用地震動Ｓｄに2 分
の1 を乗じたものを用いる。

Ⅳ－１－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地
震動Ｓｄの概要
【5. 敷地地盤の振動特性】
【5.1 解放基盤表面の設定】
・各種地質調査結果より，敷地の地盤は速度構造的に
特異性を有する地盤ではないと考えられる。解放基盤表
面については，敷地地下で著しい高低差がなく，ほぼ水
平で相当な拡がりを有し，著しい風化を受けていない岩
盤である鷹架層において，Ｓ波速度が概ね0.7km/s以
上となる標高-70mの位置に設定した。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(49/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

　
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

　
 

 
 

 
 
 

 

　

 
 

 

 
 

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
【2. 地震応答解析の方針】
【2.1 建物・構築物】
【2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記載のものを除く。)】
(1) 入力地震動
・解放基盤表面は，Ｓ波速度が0.7km/s以上である
T.M.S.L.-70mとしている。
・建物・構築物の地震応答解析における入力地震動
は，解放基盤表面で定義される基準地震動Ｓｓ及び
弾性設計用地震動Ｓｄを基に，対象建物・構築物の
地盤条件を適切に考慮した上で，必要に応じ2次元
FEM解析又は1次元波動論により，地震応答解析モデ
ルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。
・建物・構築物の地震応答解析における入力地震動
は，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造及び
対象建物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の
特徴を踏まえて適切に設定した地下構造モデルを用いて
設定するとともに，地盤の非線形応答に関する動的変形
特性を考慮する。地盤の動的変形特性を考慮した入力
地震動の算定に当たっては，地盤のひずみの大きさに応
じて解析手法の適用性に留意する。地下水排水設備の
外側に配置される建物・構築物については，施設の構造
上の特徴の観点から，地下躯体を有する場合又は基礎
形式が杭基礎に該当する場合は，液状化による影響に
ついて確認する。なお，施設の周辺地盤及び周辺施設
の配置状況の観点から，各施設の基礎が直接又は
MMRを介して岩盤に支持され周囲が建物・構築物で囲
まれている場合は，液状化による影響が小さいと考えられ
ることから，液状化による影響についての確認は不要とす
る。また，各施設の基礎が直接又はMMRを介して岩盤
に支持され，かつ，周囲が広範囲に改良地盤で囲ま
れ，液状化の影響がないと定量的に判断できる場合
は，液状化による影響についての確認は不要とする。更
に必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新の
科学的・技術的知見を踏まえ，地質・速度構造等の地
盤条件を設定する。
・安全機能を有する施設における耐震Ｂクラスの建物・構
築物のうち共振のおそれがあり，動的解析が必要なもの
に対しては，弾性設計用地震動Ｓｄを1/2倍したものを
用いる。

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

　
 

 
 

【2.1.2　屋外重要土木構造物】
(1) 入力地震動
・屋外重要土木構造物の地震応答解析における入力地
震動は，解放基盤表面で定義される基準地震動Ｓｓ
及び弾性設計用地震動Sｄを基に，対象構造物の地
盤条件を適切に考慮した上で，必要に応じ2次元FEM
解析又は1次元波動論により，地震応答解析モデルの
入力位置で評価した入力地震動を設定する。地盤条件
を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地全体
の地下構造との関係にも留意し，地盤の非線形応答に
関する動的変形特性を考慮する。
・地下水排水設備の外側に配置される屋外重要土木構
造物については，施設の構造上の特徴の観点から，地
中土木構造物に該当するため，液状化による影響につ
いて確認する。なお，施設の周辺地盤及び周辺施設の
配置状況の観点から，各施設の基礎が直接又はMMR
を介して岩盤に支持され周囲が建物・構築物で囲まれて
いる場合は，液状化による影響が小さいと考えられること
から，液状化による影響についての確認は不要とする。ま
た，各施設の基礎が直接又はMMRを介して岩盤に支
持され，かつ，周囲が広範囲に改良地盤で囲まれ，液
状化の影響がないと定量的に判断できる場合は，液状
化による影響についての確認は不要とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(50/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

　

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

　
 
 
 

【2.1.2　屋外重要土木構造物】
(1) 入力地震動
・屋外重要土木構造物の地震応答解析における入力地
震動は，解放基盤表面で定義される基準地震動Ｓｓ
及び弾性設計用地震動Ｓｄを基に，対象構造物の地
盤条件を適切に考慮した上で，必要に応じ2次元FEM
解析又は1次元波動論により，地震応答解析モデルの
入力位置で評価した入力地震動を設定する。地盤条件
を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地全体
の地下構造との関係にも留意し，地盤の非線形応答に
関する動的変形特性を考慮する。
・地下水排水設備の外側に配置される屋外重要土木構
造物については，施設の構造上の特徴の観点から，地
中土木構造物に該当するため，液状化による影響につ
いて確認する。なお，施設の周辺地盤及び周辺施設の
配置状況の観点から，各施設の基礎が直接又はMMR
を介して岩盤に支持され周囲が建物・構築物で囲まれて
いる場合は，液状化による影響が小さいと考えられること
から，液状化による影響についての確認は不要とする。ま
た，各施設の基礎が直接又はMMRを介して岩盤に支
持され，かつ，周囲が広範囲に改良地盤で囲まれ，液
状化の影響がないと定量的に判断できる場合は，液状
化による影響についての確認は不要とする。

 
 

 
 
 

 

　

 
 

 

 
 

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
【2. 地震応答解析の方針】
【2.1 建物・構築物】
【2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記載のものを除く。)】
(1) 入力地震動
・解放基盤表面は，Ｓ波速度が0.7km/s以上である
T.M.S.L.-70mとしている。
・建物・構築物の地震応答解析における入力地震動
は，解放基盤表面で定義される基準地震動Ｓｓ及び
弾性設計用地震動Ｓｄを基に，対象建物・構築物の
地盤条件を適切に考慮した上で，必要に応じ2次元
FEM解析又は1次元波動論により，地震応答解析モデ
ルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。
・建物・構築物の地震応答解析における入力地震動
は，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造及び
対象建物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の
特徴を踏まえて適切に設定した地下構造モデルを用いて
設定するとともに，地盤の非線形応答に関する動的変形
特性を考慮する。地盤の動的変形特性を考慮した入力
地震動の算定に当たっては，地盤のひずみの大きさに応
じて解析手法の適用性に留意する。地下水排水設備の
外側に配置される建物・構築物については，施設の構造
上の特徴の観点から，AE169地下躯体を有する場合
又は基礎形式が杭基礎に該当する場合は，液状化によ
る影響について確認する。なお，施設の周辺地盤及び周
辺施設の配置状況の観点から，各施設の基礎が直接
又はMMRを介して岩盤に支持され周囲が建物・構築物
で囲まれている場合は，液状化による影響が小さいと考
えられることから，液状化による影響についての確認は不
要とする。また，各施設の基礎が直接又はMMRを介して
岩盤に支持され，かつ，周囲が広範囲に改良地盤で囲
まれ，液状化の影響がないと定量的に判断できる場合
は，液状化による影響についての確認は不要とする。更
に必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新の
科学的・技術的知見を踏まえ，地質・速度構造等の地
盤条件を設定する。
・安全機能を有する施設における耐震Ｂクラスの建物・構
築物及び重大事故等対処施設における耐震Ｂクラスの
施設の機能を代替する常設重大事故等対処設備が設
置される重大事故等対処施設の建物・構築物のうち共
振のおそれがあり，動的解析が必要なものに対しては，
弾性設計用地震動Ｓｄを1/2倍したものを用いる。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(51/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

52 Ｂクラスの施設及びＢクラス施設の機能を代替する常設重大事故等対処設備が設
置される重大事故等対処施設のうち共振のおそれがあり，動的解析が必要なものに
対しては，弾性設計用地震動Ｓｄに2分の1を乗じたものを用いる。

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

　
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

　
 

 
 

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
(2)　動的解析法
動的解析の方法，設計用減衰定数等については，「Ⅳ
－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」に，設計用
床応答曲線の作成方法については，「Ⅳ－１－１－６
設計用床応答曲線の作成方針」に示す。

【10.耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設
計用地震動Ｓｄを基に設定した入力地震動に対する構
造全体としての変形，並びに地震応答解析による地震
力及び「4.　設計用地震力」で示す設計用地震力による
適切な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わすべ
き地震力以外の荷重により発生する局部的な応力が，
「5.　機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあるこ
とを確認すること(解析による設計)により行う。
・評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に
基づき実施することを基本とする。また，評価に当たって
は，材料物性のばらつき等を適切に考慮する。
　・時刻歴応答解析法
　・FEM等を用いた応力解析法
　・スペクトルモーダル解析法
・建物・構築物の動的解析においては，地下水排水設
備による地下水位の低下を考慮して適切な解析手法を
選定する。このうち，地下水排水設備の外側に配置され
る建物・構築物については，施設の構造上の特徴，施
設の周辺地盤及び周辺施設の配置状況を踏まえ，液
状化による影響が生じるおそれがある場合には，その影
響について確認する。ここで，地震時の地盤の有効応力
の変化に応じた影響を考慮する場合は，有効応力解析
を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性
は，敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえ
た上で保守性を考慮して設定する。
・具体的な評価手法は，「Ⅳ－２ 耐震性に関する計算
書」に示す。
・設備の補強や追加等の改造工事に伴う地震応答解析
モデルに重量増加を反映していない施設については，重
量増加による影響検討を行い，影響が否定できない施
設は地震応答解析モデルに反映する。影響が軽微な施
設は影響検討した結果を「Ⅳ－２－１　耐震重要施設
等の耐震性に関する計算書」に示す。

安全冷却水系

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

　
 

 
 

　
 

【2.2 機器・配管系】
(1) 入力地震動又は入力地震力
・機器・配管系の地震応答解析における入力地震動又
は入力地震力は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地
震動Ｓｄ又は当該機器・配管系の設置床における設計
用床応答曲線若しくは時刻歴応答波とする。
・建屋応答解析における各入力地震動が接地率に与え
る影響を踏まえ，誘発上下動を考慮するモデルを用いて
いる場合については，鉛直方向の加速度応答時刻歴
に，誘発上下動を考慮することとする。
・安全機能を有する施設における耐震Ｂクラスの機器・配
管系のうち共振のおそれがあり，動的解析が必要なもの
に対しては，弾性設計用地震動Ｓｄを基に線形解析に
より作成した設計用床応答曲線の応答加速度を2分の1
倍したものを用いる。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

10.耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
2. 地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記載のものを除く。)
(2) 解析方法及び解析モデル

評価方法
評価

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

10.耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物

53 定義
評価要求

基本方針
Ｓクラスの施設
常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大
事故等対処施設
上記の間接支持構造物

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
2. 地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記載のものを除く。)
(2) 解析方法及び解析モデル

○Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・動的解析の方法についての添付書類展開先

【10.耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物における評価概要，評価手法，評価に
当たっての考慮事項
・詳細な方針を示した添付書類展開先
・動的解析におけるばらつきの考慮及び解析方法の展開

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
【2. 地震応答解析の方針】
【2.1 建物・構築物】
【2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記載のものを除く。)】
(2) 解析方法及び解析モデル
・適用限界等の考慮した解析法の選定方針
・建物・構築物の構造特性等を考慮した解析モデルの設
定方針
・地盤の非線形応答等を考慮した地盤定数の設定方針
・地盤－建物・構築物連成系の減衰定数の設定方針
・主要構造要素の弾塑性挙動の考慮
・材料のばらつきによる変動の考慮

(b)　動的解析法
イ.　建物・構築物
動的解析に当たっては，対象施設の形状，構造特性，振動特性等を踏まえ，地
震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮のうえ，適切な解析法を選定する
とともに，建物・構築物に応じて十分な調査に基づく適切な解析条件を設定する。動
的解析は，原則として，時刻歴応答解析法を用いて求めるものとする。
また，3次元応答性状等の評価は，線形解析に適用可能な周波数応答解析法に
よる。
建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性はそれらの形状，構造
特性，振動特性，減衰特性を十分考慮して評価し，集中質点系に置換した解析
モデルを設定する。
動的解析には，建物・構築物と地盤の相互作用及び埋込み効果を考慮するものと
し，解析モデルの地盤のばね定数は，基礎版の平面形状，地盤の剛性等を考慮し
て定める。地盤の剛性等については，必要に応じて地盤の非線形応答を考慮すること
とし，地盤のひずみに応じた地盤物性値に基づくものとする。設計用地盤定数の設定
に当たっては，地盤の構造特性の考慮として，地震動評価で考慮した敷地全体の地
下構造との関係や対象建物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の違いにも
留意し，原則として，弾性波試験によるものを用いる。

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの地下逸散及び地震応
答における各部のひずみレベルを考慮して定める。
基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄに対する応答解析において，主要構
造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には，実験等の結果に基づき，該当
する建物部分の構造特性に応じて，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性
を考慮した応答解析を行う。
また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物及び常設耐震重要重大事故等対処
設備が設置される重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の支持機能を検討
するための動的解析において，当該施設を支持する建物・構築物の主要構造要素が
ある程度以上弾性範囲を超える場合には，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元
力特性を考慮した応答解析を行う。

地震応答解析に用いる材料定数については，地盤の諸定数も含めて材料のばらつき
による変動幅を適切に考慮する。また，材料のばらつきによる変動が建物・構築物の
振動性状や応答性状に及ぼす影響として考慮すべき要因を選定した上で，選定され
た要因を考慮した動的解析により設計用地震力を設定する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(52/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

52 Ｂクラスの施設及びＢクラス施設の機能を代替する常設重大事故等対処設備が設
置される重大事故等対処施設のうち共振のおそれがあり，動的解析が必要なものに
対しては，弾性設計用地震動Ｓｄに2分の1を乗じたものを用いる。

53 定義
評価要求

(b)　動的解析法
イ.　建物・構築物
動的解析に当たっては，対象施設の形状，構造特性，振動特性等を踏まえ，地
震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮のうえ，適切な解析法を選定する
とともに，建物・構築物に応じて十分な調査に基づく適切な解析条件を設定する。動
的解析は，原則として，時刻歴応答解析法を用いて求めるものとする。
また，3次元応答性状等の評価は，線形解析に適用可能な周波数応答解析法に
よる。
建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性はそれらの形状，構造
特性，振動特性，減衰特性を十分考慮して評価し，集中質点系に置換した解析
モデルを設定する。
動的解析には，建物・構築物と地盤の相互作用及び埋込み効果を考慮するものと
し，解析モデルの地盤のばね定数は，基礎版の平面形状，地盤の剛性等を考慮し
て定める。地盤の剛性等については，必要に応じて地盤の非線形応答を考慮すること
とし，地盤のひずみに応じた地盤物性値に基づくものとする。設計用地盤定数の設定
に当たっては，地盤の構造特性の考慮として，地震動評価で考慮した敷地全体の地
下構造との関係や対象建物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の違いにも
留意し，原則として，弾性波試験によるものを用いる。

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの地下逸散及び地震応
答における各部のひずみレベルを考慮して定める。
基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄに対する応答解析において，主要構
造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には，実験等の結果に基づき，該当
する建物部分の構造特性に応じて，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性
を考慮した応答解析を行う。
また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物及び常設耐震重要重大事故等対処
設備が設置される重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の支持機能を検討
するための動的解析において，当該施設を支持する建物・構築物の主要構造要素が
ある程度以上弾性範囲を超える場合には，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元
力特性を考慮した応答解析を行う。

地震応答解析に用いる材料定数については，地盤の諸定数も含めて材料のばらつき
による変動幅を適切に考慮する。また，材料のばらつきによる変動が建物・構築物の
振動性状や応答性状に及ぼす影響として考慮すべき要因を選定した上で，選定され
た要因を考慮した動的解析により設計用地震力を設定する。

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

　
 
 
 

＜建物・構築物＞
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
制御建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
非常用電源建屋
緊急時対策建屋
燃料油貯蔵タンク
冷却塔
重油貯槽

＜系統＞
安全冷却水系

― ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
(2)　動的解析法
動的解析の方法，設計用減衰定数等については，「Ⅳ
－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」に，設計用
床応答曲線の作成方法については，「Ⅳ－１－１－６
設計用床応答曲線の作成方針」に示す。

【10.耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設
計用地震動Ｓｄを基に設定した入力地震動に対する構
造全体としての変形，並びに地震応答解析による地震
力及び「4.　設計用地震力」で示す設計用地震力による
適切な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わすべ
き地震力以外の荷重により発生する局部的な応力が，
「5.　機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあるこ
とを確認すること(解析による設計)により行う。
・評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に
基づき実施することを基本とする。また，評価に当たって
は，材料物性のばらつき等を適切に考慮する。
　・時刻歴応答解析法
　・FEM等を用いた応力解析法
　・スペクトルモーダル解析法
・建物・構築物の動的解析においては，地下水排水設
備による地下水位の低下を考慮して適切な解析手法を
選定する。このうち，地下水排水設備の外側に配置され
る建物・構築物については，施設の構造上の特徴，施
設の周辺地盤及び周辺施設の配置状況を踏まえ，液
状化による影響が生じるおそれがある場合には，その影
響について確認する。ここで，地震時の地盤の有効応力
の変化に応じた影響を考慮する場合は，有効応力解析
を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性
は，敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえ
た上で保守性を考慮して設定する。
・具体的な評価手法は，「Ⅳ－２ 耐震性に関する計算
書」に示す。
・設備の補強や追加等の改造工事に伴う地震応答解析
モデルに重量増加を反映していない施設については，重
量増加による影響検討を行い，影響が否定できない施
設は地震応答解析モデルに反映する。影響が軽微な施
設は影響検討した結果を「Ⅳ－２－１　耐震重要施設
等の耐震性に関する計算書」に示す。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

10.耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
2. 地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記載のものを除く。)
(2) 解析方法及び解析モデル

＜建物・構築物＞
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽
重油タンク室

＜系統＞
安全冷却水系

　
 

【2.2 機器・配管系】
(1) 入力地震動又は入力地震力
・機器・配管系の地震応答解析における入力地震動又
は入力地震力は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地
震動Ｓｄ又は当該機器・配管系の設置床における設計
用床応答曲線若しくは時刻歴応答波とする。
・建屋応答解析における各入力地震動が接地率に与え
る影響を踏まえ，誘発上下動を考慮するモデルを用いて
いる場合については，鉛直方向の加速度応答時刻歴に
誘発上下動を考慮することとする。
・安全機能を有する施設における耐震Ｂクラスの機器・配
管系及び重大事故等対処施設における耐震Ｂクラスの
施設の機能を代替する重大事故防止設備が設置される
重大事故等対処施設の機器・配管系のうち共振のおそ
れがあり，動的解析が必要なものに対しては，弾性設計
用地震動Ｓｄを基に線形解析により作成した設計用床
応答曲線の応答加速度を2分の1倍したものを用いる。

―○
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(53/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
【2. 地震応答解析の方針】
【2.1 建物・構築物】
【2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記載のものを除く。)】
(2) 解析方法及び解析モデル
・動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答
解析手法の適用性，適用限界等を考慮の上，適切な
解析法を選定するとともに，建物・構築物に応じた適切
な解析条件を設定する。また，原則として，建物・構築
物の地震応答解析及び床応答曲線の作成は，線形解
析及び非線形解析に適用可能な時刻歴応答解析法に
よる。
・建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物
の剛性はそれらの形状，構造特性等を十分考慮して評
価し，集中質点系等に置換した解析モデルを設定する。
・動的解析には，建物・構築物と地盤との相互作用を考
慮するものとし，解析モデルの地盤のばね定数は，基礎
版の平面形状，基礎側面と地盤の接触状況及び地盤
の剛性等を考慮して定める。各入力地震動が接地率に
与える影響を踏まえて，地盤ばねには必要に応じて，基
礎浮上りによる非線形性又は誘発上下動を考慮できる
浮上り非線形性を考慮するものとする。設計用地盤定数
の設定に当たっては，地盤の構造特性の考慮として，地
震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対
象建物・構築物位置での地質・速度構造の違いにも留
意し，原則として，弾性波試験によるものを用いる。
・地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネ
ルギの地下逸散及び地震応答における各部のひずみレベ
ルを考慮して定める。
・Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物の支持機能を
検討するための動的解析において，建物・構築物の主要
構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には，
その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮し
た地震応答解析を行う。
・地震応答解析に用いる材料定数については，材料物
性のばらつき等を適切に考慮する。また，ばらつきによる
変動が建物・構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影
響として考慮すべきばらつきの要因を選定した上で，選定
された要因を考慮した動的解析により設計用地震力を設
定する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(54/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

　
　

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
【2. 地震応答解析の方針】
【2.1 建物・構築物】
【2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記載のものを除く。)】
(2) 解析方法及び解析モデル
・動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答
解析手法の適用性，適用限界等を考慮の上，適切な
解析法を選定するとともに，建物・構築物に応じた適切
な解析条件を設定する。また，原則として，建物・構築
物の地震応答解析及び床応答曲線の作成は，線形解
析及び非線形解析に適用可能な時刻歴応答解析法に
よる。
・建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物
の剛性はそれらの形状，構造特性等を十分考慮して評
価し，集中質点系等に置換した解析モデルを設定する。
・動的解析には，建物・構築物と地盤との相互作用を考
慮するものとし，解析モデルの地盤のばね定数は，基礎
版の平面形状，基礎側面と地盤の接触状況及び地盤
の剛性等を考慮して定める。各入力地震動が接地率に
与える影響を踏まえて，地盤ばねには必要に応じて，基
礎浮上りによる非線形性又は誘発上下動を考慮できる
浮上り非線形性を考慮するものとする。設計用地盤定数
の設定に当たっては，地盤の構造特性の考慮として，地
震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対
象建物・構築物位置での地質・速度構造の違いにも留
意し，原則として，弾性波試験によるものを用いる。
・地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネ
ルギの地下逸散及び地震応答における各部のひずみレベ
ルを考慮して定める。
・Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物の支持機能を
検討するための動的解析において，建物・構築物の主要
構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には，
その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮し
た地震応答解析を行う。
・地震応答解析に用いる材料定数については，材料物
性のばらつき等を適切に考慮する。また，ばらつきによる
変動が建物・構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影
響として考慮すべきばらつきの要因を選定した上で，選定
された要因を考慮した動的解析により設計用地震力を設
定する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(55/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【10.耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物における評価概要，評価手法，評価に
当たっての考慮事項
・詳細な方針を示した添付書類展開先
・動的地震力の算定方針及び解析方法の添付書類展
開

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
10.耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
2. 地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記載のものを除く。)
(2) 解析方法及び解析モデル
2.1.2 屋外重要土木構造物
(2) 解析方法及び解析モデル

○ 竜巻防護対策設備 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【10.耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設
計用地震動Ｓｄを基に設定した入力地震動に対する構
造全体としての変形，並びに地震応答解析による地震
力及び「4.　設計用地震力」で示す設計用地震力による
適切な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わすべ
き地震力以外の荷重により発生する局部的な応力が，
「5.　機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあるこ
とを確認すること(解析による設計)により行う。
・評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に
基づき実施することを基本とする。また，評価に当たって
は，材料物性のばらつき等を適切に考慮する。
　・時刻歴応答解析法
　・FEM等を用いた応力解析法
　・スペクトルモーダル解析法
・建物・構築物の動的解析においては，地下水排水設
備による地下水位の低下を考慮して適切な解析手法を
選定する。このうち，地下水排水設備の外側に配置され
る建物・構築物については，施設の構造上の特徴，施
設の周辺地盤及び周辺施設の配置状況を踏まえ，液
状化による影響が生じるおそれがある場合には，その影
響について確認する。ここで，地震時の地盤の有効応力
の変化に応じた影響を考慮する場合は，有効応力解析
を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性
は，敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえ
た上で保守性を考慮して設定する。
・具体的な評価手法は，「Ⅳ－２ 耐震性に関する計算
書」に示す。

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
【2.地震応答解析の方針】
【2.1 建物・構築物】
【2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記載のものを除く。)】
(2) 解析方法及び解析モデル
・建物・構築物の動的解析においては，地下水排水設
備による地下水位の低下を考慮して適切な解析手法を
選定する。このうち，地下水排水設備の外側に配置され
る建物・構築物については，杭基礎，地下躯体等の構
造上の特徴，施設の周辺地盤及び周辺施設の配置状
況を踏まえ，液状化による影響が生じるおそれがある場
合には，その影響について確認する。液状化の影響確認
に当たり，地震時の地盤の有効応力解析の変化に応じた
影響を考慮する場合は，有効応力解析を実施する。有
効応力解析に用いる液状化強度特性は，敷地の原地
盤における代表性及び網羅性を踏まえた上で，保守性
を考慮して設定する。
【2.1.2 屋外重要土木構造物】
(2) 解析方法及び解析モデル
・動的解析においては，地下水排水設備による地下水
位の低下を考慮して適切な解析手法を選定する。地下
水排水設備の外側に配置される屋外重要土木構造物
については，構造上の特徴の観点から，地中土木構造
物に該当するため，施設の周辺地盤及び周辺施設の配
置状況を踏まえ，液状化による影響が生じるおそれがあ
る場合には，液状化による影響について確認する。液状
化の影響確認に当たり，地震時の地盤の有効応力の変
化に応じた影響を考慮する場合は，有効応力解析を実
施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性は，敷
地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえた上で
保守性を考慮して設定する。
屋外重要土木構造物の液状化に関する影響評価結果
については，「Ⅳ－２－４－３　液状化に関する影響
評価」に示す。

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
2.地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記載のものを除く。)
(2) 解析方法及び解析モデル
2.1.2 屋外重要土木構造物
(2) 解析方法及び解析モデル

54 定義
評価要求

建物・構築物の動的解析においては，地下水排水設備による地下水位の低下を考
慮して適切な解析手法を選定する。このうち，地下水排水設備の外側に配置される
建物・構築物については，施設の構造上の特徴，施設の周辺地盤及び周辺施設の
配置状況を踏まえ，液状化による影響が生じるおそれがある場合には，その影響につ
いて確認する。ここで，地震時の地盤の有効応力の変化に応じた影響を考慮する場
合は，有効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性は，敷
地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定すること
を基本とする。

基本方針
設計方針
評価方法
評価

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
10.耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物

基本方針
屋外重要土木構造物
竜巻防護対策設備

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
【2.地震応答解析の方針】
【2.1 建物・構築物】
【2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記載のものを除く。)】
(2) 解析方法及び解析モデル
・建物・構築物の動的解析にて地震時の地盤の有効応
力の変化に伴う影響の考慮事項
【2.1.2 屋外重要土木構造物】
(2) 解析方法及び解析モデル
・屋外重要土木構造物の動的解析にて地震時の地盤の
有効応力の変化に伴う影響の考慮事項
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(56/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

54 定義
評価要求

建物・構築物の動的解析においては，地下水排水設備による地下水位の低下を考
慮して適切な解析手法を選定する。このうち，地下水排水設備の外側に配置される
建物・構築物については，施設の構造上の特徴，施設の周辺地盤及び周辺施設の
配置状況を踏まえ，液状化による影響が生じるおそれがある場合には，その影響につ
いて確認する。ここで，地震時の地盤の有効応力の変化に応じた影響を考慮する場
合は，有効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性は，敷
地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定すること
を基本とする。

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
10.耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
2. 地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記載のものを除く。)
(2) 解析方法及び解析モデル
2.1.2 屋外重要土木構造物
(2) 解析方法及び解析モデル

分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理建屋/低レベル廃棄
物処理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間洞道
高レベル廃液ガラス固化建屋/第１ガラス固化体貯蔵建
屋間洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガラス
固化建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/制御建屋
/非常用電源建屋/冷却水設備の安全冷却水系/主排
気筒/主排気筒管理建屋間洞道
竜巻防護対策設備

―― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【10.耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設
計用地震動Ｓｄを基に設定した入力地震動に対する構
造全体としての変形，並びに地震応答解析による地震
力及び「4.　設計用地震力」で示す設計用地震力による
適切な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わすべ
き地震力以外の荷重により発生する局部的な応力が，
「5.　機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあるこ
とを確認すること(解析による設計)により行う。
・評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に
基づき実施することを基本とする。また，評価に当たって
は，材料物性のばらつき等を適切に考慮する。
　・時刻歴応答解析法
　・FEM等を用いた応力解析法
　・スペクトルモーダル解析法
・建物・構築物の動的解析においては，地下水排水設
備による地下水位の低下を考慮して適切な解析手法を
選定する。このうち，地下水排水設備の外側に配置され
る建物・構築物については，施設の構造上の特徴，施
設の周辺地盤及び周辺施設の配置状況を踏まえ，液
状化による影響が生じるおそれがある場合には，その影
響について確認する。ここで，地震時の地盤の有効応力
の変化に応じた影響を考慮する場合は，有効応力解析
を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性
は，敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえ
た上で保守性を考慮して設定する。
・具体的な評価手法は，「Ⅳ－２ 耐震性に関する計算
書」に示す。

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
【2.地震応答解析の方針】
【2.1 建物・構築物】
【2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記載のものを除く。)】
(2) 解析方法及び解析モデル
・建物・構築物の動的解析においては，地下水排水設
備による地下水位の低下を考慮して適切な解析手法を
選定する。このうち，地下水排水設備の外側に配置され
る建物・構築物については，杭基礎，地下躯体等の構
造上の特徴，施設の周辺地盤及び周辺施設の配置状
況を踏まえ，液状化による影響が生じるおそれがある場
合には，その影響について確認する。液状化の影響確認
に当たり，地震時の地盤の有効応力解析の変化に応じた
影響を考慮する場合は，有効応力解析を実施する。有
効応力解析に用いる液状化強度特性は，敷地の原地
盤における代表性及び網羅性を踏まえた上で，保守性
を考慮して設定する。
【2.1.2 屋外重要土木構造物】
(2) 解析方法及び解析モデル
・動的解析においては，地下水排水設備による地下水
位の低下を考慮して適切な解析手法を選定する。地下
水排水設備の外側に配置される屋外重要土木構造物
については，構造上の特徴の観点から，地中土木構造
物に該当するため，施設の周辺地盤及び周辺施設の配
置状況を踏まえ，液状化による影響が生じるおそれがあ
る場合には，液状化による影響について確認する。液状
化の影響確認に当たり，地震時の地盤の有効応力の変
化に応じた影響を考慮する場合は，有効応力解析を実
施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性は，敷
地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえた上で
保守性を考慮して設定する。
屋外重要土木構造物の液状化に関する影響評価結果
については，「Ⅳ－２－４－３　液状化に関する影響
評価」に示す。

○ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋/安全冷却水系冷却塔
A,B基礎間洞道
竜巻防護対策設備

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(57/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・地震観測網から得られた観測記録による振動性状の把
握方針及び詳細概要の添付書類展開先

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・これらの地震応答解析を行う上で，更なる信頼性の向
上を目的として設置した地震観測網から得られた観測記
録により振動性状の把握を行う。地震観測網の概要につ
いては，「Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方
針」の別紙「地震観測網について」に示す。

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
【2. 地震応答解析の方針】
【2.1 建物・構築物】
【2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記載のものを除く。)】
(2) 解析方法及び解析モデル
・更なる信頼性の向上を目的として設置した地震観測網
から得られた観測記録により振動性状を把握する。動的
解析に用いるモデルについては，地震観測網により得られ
た観測記録を用い解析モデルの妥当性確認等を行う。

基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
2.地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記載のものを除く。)
(2) 解析方法及び解析モデル

55 動的解析に用いる解析モデルは，地震観測網により得られた観測記録により振動性
状の把握を行い，解析モデルの妥当性の確認を行う。

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
2.地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記載のものを除く。)
(2) 解析方法及び解析モデル

基本方針 ○Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

基本方針
設計方針

定義 Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
【2.地震応答解析の方針】
【2.1 建物・構築物】
【2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記載のものを除く。)】
(2) 解析方法及び解析モデル
・地震観測網により得られた観測記録を用いた解析モデ
ルの妥当性確認方針

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(58/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

55 動的解析に用いる解析モデルは，地震観測網により得られた観測記録により振動性
状の把握を行い，解析モデルの妥当性の確認を行う。

定義

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

第１回と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(59/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【10.耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物の評価方針
・評価手法及び評価に当たっての考慮事項
・土木構造物の解析手法及び非線形挙動の有無や程
度に応じた解析方法
・詳細な方針を示した添付書類展開先
・動的地震力の算定方針及び解析方法の添付書類展
開

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
10.耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
2. 地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.2 屋外重要土木構造物
(2) 解析方法及び解析モデル

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【10.耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設
計用地震動Ｓｄを基に設定した入力地震動に対する構
造全体としての変形，並びに地震応答解析による地震
力及び「4.　設計用地震力」で示す設計用地震力による
適切な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わすべ
き地震力以外の荷重により発生する局部的な応力が，
「5.　機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあるこ
とを確認すること(解析による設計)により行う。
・評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に
基づき実施することを基本とする。また，評価に当たって
は，材料物性のばらつき等を適切に考慮する。
　・時刻歴応答解析法
　・FEM等を用いた応力解析法
　・スペクトルモーダル解析法
・建物・構築物の動的解析においては，地下水排水設
備による地下水位の低下を考慮して適切な解析手法を
選定する。このうち，地下水排水設備の外側に配置され
る建物・構築物については，施設の構造上の特徴，施
設の周辺地盤及び周辺施設の配置状況を踏まえ，液
状化による影響が生じるおそれがある場合には，その影
響について確認する。ここで，地震時の地盤の有効応力
の変化に応じた影響を考慮する場合は，有効応力解析
を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性
は，敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえ
た上で保守性を考慮して設定する。
・具体的な評価手法は，「Ⅳ－２ 耐震性に関する計算
書」に示す。

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
【2.地震応答解析の方針】
【2.1 建物・構築物】
【2.1.2　屋外重要土木構造物】
(2) 解析方法及び解析モデル
・動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答
解析手法の適用性，適用限界等を考慮の上，適切な
解析法を選定するとともに，各構造物に応じた適切な解
析条件を設定する。地震応答解析は，地盤と構造物の
相互作用を考慮できる手法とし，地盤及び構造物の地
震時における非線形挙動の有無や程度に応じて，線
形，等価線形又は非線形解析のいずれかにて行う。地
震応答解析に用いる材料定数については，材料物性の
ばらつき等による変動が屋外重要土木構造物の振動性
状や応答性状に及ぼす影響を検討し，材料物性のばら
つき等を適切に考慮する。

―56 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
10.耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物

定義
評価要求

○建物・構築物のうち土木構造物の動的解析に当たっては，構造物と地盤の相互作用
を考慮できる連成系の地震応答解析手法を用いる。地震応答解析手法は，地盤及
び構造物の地震時における非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形又
は非線形解析のいずれかによる。地盤の地震応答解析モデルは，構造物と地盤の動
的相互作用を考慮できる有限要素法を用いる。構造物の地震応答解析に用いる減
衰定数については，地盤と構造物の非線形性を考慮して適切に設定する。

設計方針
評価方法
評価

土木構造物 Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
2. 地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.2　屋外重要土木構造物
(2) 解析方法及び解析モデル

基本方針Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
【2.地震応答解析の方針】
【2.1 建物・構築物】
【2.1.2　屋外重要土木構造物】
(2) 解析方法及び解析モデル
・動的解析による地震力算定の考慮事項
地震応答解析は，地盤と構造物の相互作用を考慮で
きる手法とし，地盤及び構造物の地震時における非線
形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形又は
非線形解析のいずれかにて行う。地震応答解析に用いる
材料定数については，材料物性のばらつき等による変動
が屋外重要土木構造物の振動性状や応答性状に及ぼ
す影響を検討し，材料物性のばらつき等を適切に考慮
する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(60/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

56 定義
評価要求

建物・構築物のうち土木構造物の動的解析に当たっては，構造物と地盤の相互作用
を考慮できる連成系の地震応答解析手法を用いる。地震応答解析手法は，地盤及
び構造物の地震時における非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形又
は非線形解析のいずれかによる。地盤の地震応答解析モデルは，構造物と地盤の動
的相互作用を考慮できる有限要素法を用いる。構造物の地震応答解析に用いる減
衰定数については，地盤と構造物の非線形性を考慮して適切に設定する。

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理建屋/低レベル廃棄
物処理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間洞道
高レベル廃液ガラス固化建屋/第１ガラス固化体貯蔵建
屋間洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガラス
固化建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/制御建屋
/非常用電源建屋/冷却水設備の安全冷却水系/主排
気筒/主排気筒管理建屋間洞道

―使用済燃料受入れ・貯蔵建屋/安全冷却水系冷却塔
A,B基礎間洞道

○ Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【10.耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設
計用地震動Ｓｄを基に設定した入力地震動に対する構
造全体としての変形，並びに地震応答解析による地震
力及び「4.　設計用地震力」で示す設計用地震力による
適切な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わすべ
き地震力以外の荷重により発生する局部的な応力が，
「5.　機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあるこ
とを確認すること(解析による設計)により行う。
・評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に
基づき実施することを基本とする。また，評価に当たって
は，材料物性のばらつき等を適切に考慮する。
　・時刻歴応答解析法
　・FEM等を用いた応力解析法
　・スペクトルモーダル解析法
・建物・構築物の動的解析においては，地下水排水設
備による地下水位の低下を考慮して適切な解析手法を
選定する。このうち，地下水排水設備の外側に配置され
る建物・構築物については，施設の構造上の特徴，施
設の周辺地盤及び周辺施設の配置状況を踏まえ，液
状化による影響が生じるおそれがある場合には，その影
響について確認する。ここで，地震時の地盤の有効応力
の変化に応じた影響を考慮する場合は，有効応力解析
を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性
は，敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえ
た上で保守性を考慮して設定する。
・具体的な評価手法は，「Ⅳ－２ 耐震性に関する計算
書」に示す。

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
【2.地震応答解析の方針】
【2.1 建物・構築物】
【2.1.2　屋外重要土木構造物】
(2) 解析方法及び解析モデル
・動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答
解析手法の適用性，適用限界等を考慮の上，適切な
解析法を選定するとともに，各構造物に応じた適切な解
析条件を設定する。地震応答解析は，地盤と構造物の
相互作用を考慮できる手法とし，地盤及び構造物の地
震時における非線形挙動の有無や程度に応じて，線
形，等価線形又は非線形解析のいずれかにて行う。地
震応答解析に用いる材料定数については，材料物性の
ばらつき等による変動が屋外重要土木構造物の振動性
状や応答性状に及ぼす影響を検討し，材料物性のばら
つき等を適切に考慮する。

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
10.耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
2. 地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.2　屋外重要土木構造物
(2) 解析方法及び解析モデル

―

82



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(61/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

○ Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

――Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・動的地震力の水平2方向及び鉛直方向地震力の組
合せ
・既住の耐震計算に対する影響確認の方針の添付書類
展開先

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

定義57 基本方針地震力については，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定す
る。

基本方針
評価条件

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・動的地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適
切に組み合わせて算定する。水平2方向及び鉛直方向
地震力の組合せによる影響確認に当たっては，水平1方
向及び鉛直方向地震力を組み合わせた既往の耐震計
算への影響が考えられる施設，設備の部位を抽出し，
建物・構築物の3次元応答性状及びそれによる機器・配
管系への影響を考慮した上で，既往の方法を用いた耐
震性に及ぼす影響を評価する。その方針を「Ⅳ－１－１
－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関す
る影響評価方針」に示す。

基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(62/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

定義57 地震力については，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定す
る。

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

第１回と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(63/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
(2)動的解析法
・動的解析の方法，設計用減衰定数等については，
「Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」に，設
計用床応答曲線の作成方法については，「Ⅳ－１－１
－６ 設計用床応答曲線の作成方針」に示す。

【10. 耐震計算の基本方針】
【10.2 機器・配管系】
・機器・配管系の評価は，「4.　設計用地震力」で示す
設計用地震力による適切な応力解析に基づいた地震応
力と，組み合わすべき他の荷重による応力との組合せ応
力が「5.　機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあ
ることを確認すること(解析による設計)により行う。
・評価手法は，JEAG4601に基づき，以下に示す定式
化された計算式を用いた解析手法又はFEM等を用いた
応力解析手法にて実施することを基本とし，その他の手
法を適用する場合は適用性を確認の上適用することとす
る。なお，FEM等を用いた応力解析手法において時刻
歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場
合は，材料物性のばらつき等を適切に考慮する。
(1)　定式化された計算式を用いた解析手法
(2)　FEM等を用いた応力解析手法
・スペクトルモーダル解析法
・時刻歴応答解析法
・機器・配管系については，解析方法及び解析モデルを
機器，配管系ごとに設定するとともに，安全機能に応じ
た評価を行う。
・これら機器，配管系ごとに適用する解析方法及び解析
モデルを「Ⅳ－１－１－５　地震応答解析の基本方
針」の「2.2(2)　解析方法及び解析モデル」に示す。
・地震時及び地震後に機能維持が要求される設備につ
いては，地震応答解析により機器・配管系に作用する加
速度が振動試験又は解析等により機能が維持できること
を確認した加速度(動的機能維持確認済加速度又は電
気的機能維持確認済加速度)以下，若しくは，静的又
は動的解析により求まる地震荷重が許容荷重以下とな
ることを確認する。

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
【2.地震応答解析の方針】
【2.2 機器・配管系】
(2) 解析方法及び解析モデル
・動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答
解析手法の適用性，適用限界等を考慮の上，適切な
解析法を選定するとともに，解析条件として考慮すべき
減衰定数，剛性等の各種物性値は，適切な規格・基
準，あるいは実験等の結果に基づき設定する。

Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針
【1. 概要】
・機器・配管系の動的解析に用いる設計用床応答曲線
の作成方針及びその方針に基づき作成した設計用床応
答曲線に関して説明する。

Ⅳ－１－１－６ 別紙１ 各施設の設計用床応答曲線
【1. 概要】
・各施設の機器・配管系の耐震設計に用いる各床面の
静的震度，最大床応答加速度及び設計用床応答曲
線について示す。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力
(2)動的解析法

10.耐震計算の基本方針
10.2 機器・配管系

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
2.2 機器・配管系
(2) 解析方法及び解析モデル

Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針
1. 概要

Ⅳ－１－１－６ 別紙１ 各施設の設計用床応答曲線
1. 概要

基本方針 ―58 Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
【2.2 機器・配管系】
(2) 解析方法及び解析モデル
・動的解析による地震力算定の考慮事項及び減衰定
数，剛性等の設定方針

Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針
【1. 概要】
・機器・配管系の動的解析に用いる設計用床応答曲線
の作成方針及びその方針に基づき作成した設計用床応
答曲線

Ⅳ－１－１－６ 別紙１ 各施設の設計用床応答曲線
【1. 概要】
・各施設の機器・配管系の耐震設計に用いる各床面の
静的震度，最大床応答加速度及び設計用床応答曲
線

定義 ○基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力
(2)動的解析法

10.耐震計算の基本方針
10.2 機器・配管系

設計方針
評価条件

ロ.　機器・配管系
動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性，適用限
界等を考慮のうえ，適切な解析法を選定するとともに，解析条件として考慮すべき減
衰定数，剛性等の各種物性値は，適切な規格及び基準又は試験等の結果に基づ
き設定する。

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
2.2 機器・配管系
(2) 解析方法及び解析モデル

Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針
1. 概要

Ⅳ－１－１－６ 別紙１ 各施設の設計用床応答曲線
1. 概要

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
(2)動的解析法
・動的解析の方法等についての添付書類展開先

【10.耐震計算の基本方針】
【10.2 機器・配管系】
・機器・配管系における評価概要，評価手法，評価に
当たっての考慮事項
・機能維持の確認に当たり適用する許容限界
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(64/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

58 定義ロ.　機器・配管系
動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性，適用限
界等を考慮のうえ，適切な解析法を選定するとともに，解析条件として考慮すべき減
衰定数，剛性等の各種物性値は，適切な規格及び基準又は試験等の結果に基づ
き設定する。

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

第１回と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(65/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
2.地震応答解析の方針
2.2 機器・配管系
(2) 解析方法及び解析モデル

Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針
2. 床応答スペクトルに係る基本方針及び作成方法
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針
2. 機器の支持構造物
2.1 基本原則

Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針
1. 配管の耐震支持方針
1.3 配管の設計
1.3.2 多質点系はりモデルを用いた評価方法
1.3.3 標準支持間隔を用いた評価方法

Ⅳ－１－１－11－２ ダクトの耐震支持方針
4.ダクト設計の基本方針
4.4 ダクト支持点の設計方法
4.4.1 標準支持間隔を用いた評価方法

Ⅳ－１－１－12 電気計測制御装置等の耐震支持方
針
4.電気計測制御装置等の耐震設計方針
4.2 耐震設計の手順
4.2.4 電路類の耐震設計手順

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力
(2)動的解析法

10.耐震計算の基本方針
10.2 機器・配管系

設計方針
評価条件
評価方法

基本方針
施設共通　基本設計方針
(機器・配管系の動的解析方法)

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
(2)動的解析法
・動的解析の方法，設計用減衰定数等については，
「Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」に，設
計用床応答曲線の作成方法については，「Ⅳ－１－１
－６ 設計用床応答曲線の作成方針」に示す。

【10. 耐震計算の基本方針】
【10.2 機器・配管系】
・機器・配管系の評価は，「4.　設計用地震力」で示す
設計用地震力による適切な応力解析に基づいた地震応
力と，組み合わすべき他の荷重による応力との組合せ応
力が「5.　機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあ
ることを確認すること(解析による設計)により行う。
・評価手法は，JEAG4601に基づき，以下に示す定式
化された計算式を用いた解析手法又はFEM等を用いた
応力解析手法にて実施することを基本とし，その他の手
法を適用する場合は適用性を確認の上適用することとす
る。なお，FEM等を用いた応力解析手法において時刻
歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場
合は，材料物性のばらつき等を適切に考慮する。
(1)　定式化された計算式を用いた解析手法
(2)　FEM等を用いた応力解析手法
・スペクトルモーダル解析法
・時刻歴応答解析法

・機器・配管系については，解析方法及び解析モデルを
機器，配管系ごとに設定するとともに，安全機能に応じ
た評価を行う。
・これら機器，配管系ごとに適用する解析方法及び解析
モデルを「Ⅳ－１－１－５　地震応答解析の基本方
針」の「2.2(2)　解析方法及び解析モデル」に示す。
・具体的な評価手法は，「Ⅳ－１－１－11－１ 配管
の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－１－11－２ ダクトの耐
震支持方針」，「Ⅳ－１－２　耐震計算に関する基本
方針」及び「Ⅳ－１－３　耐震性に関する計算書作成
の基本方針」に示す。
・地震時及び地震後に機能維持が要求される設備につ
いては，地震応答解析により機器・配管系に作用する加
速度が振動試験又は解析等により機能が維持できること
を確認した加速度(動的機能維持確認済加速度又は電
気的機能維持確認済加速度)以下，若しくは，静的又
は動的解析により求まる地震荷重が許容荷重以下とな
ることを確認する。
・水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影
響評価については，「Ⅳ－２－３　水平２方向及び鉛
直方向地震力の組合せに関する影響評価」に示す。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力
(2)動的解析法

10.耐震計算の基本方針
10.2 機器・配管系

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
2.地震応答解析の方針
2.2 機器・配管系
(2) 解析方法及び解析モデル

Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針
2. 床応答スペクトルに係る基本方針及び作成方法
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針
2. 機器の支持構造物
2.1 基本原則

Ⅳ－１－１－11－1 配管の耐震支持方針
1. 配管の耐震支持方針
1.3 配管の設計
1.3.2 多質点系はりモデルを用いた評価方法
1.3.3 標準支持間隔を用いた評価方法

Ⅳ－１－１－12 電気計測制御装置等の耐震支持方
針
4.電気計測制御装置等の耐震設計方針
4.2 耐震設計の手順
4.2.4 電路類の耐震設計手順

―基本方針
施設共通　基本設計方針
(機器・配管系の動的解析方法)

○59 定義
評価要求

機器については，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振動モードを適切に表
現できるよう質点系モデル，有限要素モデル等に置換し，設計用床応答曲線を用い
たスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。
また，時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は地盤物性等
のばらつきを適切に考慮する。スペクトルモーダル解析法には地盤物性等のばらつきを
考慮した床応答曲線を用いる。
配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用いたスペクトル
モーダル解析法により応答を求める。
スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては，衝突・すべり
等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬
する観点で，建物・構築物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴
応答解析法を用いる等，解析対象とする現象，対象設備の振動特性・構造特性等
を考慮し適切に選定する。
また，設備の3次元的な広がりを踏まえ，適切に応答を評価できるモデルを用い，水
平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。
なお，剛性の高い機器・配管系は，その設置床面の最大床応答加速度の1.2倍の
加速度を静的に作用させて地震力を算定する。

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
【2.地震応答解析の方針】
【2.2 機器・配管系】
(2) 解析方法及び解析モデル
・機器の解析におけるモデル置換の考慮事項及び応答を
求める解析手法
・配管系の解析におけるモデル作成及び応答を求める解
析手法
・スペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法を用
いる場合の考慮事項
・解析手法選択に当たっての考慮事項
・3次元的な広がりを持つ設備に対する水平2方向及び
鉛直方向の応答成分の組合わせ方針
・剛性の高い機器・配管系は，その機器・配管系の評価
に用いる地震力算定方針

Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針
【2. 床応答スペクトルに係る基本方針及び作成方法】
【2.1 基本方針】
・機器・配管系の動的解析に用いる設計用床応答曲線
の作成方針

Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針
【2.機器の支持構造物】
【2.1 基本原則】
・機器の耐震支持方針

Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針
【1. 配管の耐震支持方針】
【1.3 配管の設計】
【1.3.2 多質点系はりモデルを用いた評価方法】
・多質点系はりモデルを用いた評価方法におけるモデル設
定方針及び支持方法設定方針
【1.3.3 標準支持間隔を用いた評価方法】
・標準支持間隔法による配管最大支持間隔算出方針

Ⅳ－１－１－11－２ ダクトの耐震支持方針
【4.ダクト設計の基本方針】
【4.4 ダクト支持点の設計方法】
【4.4.1 標準支持間隔を用いた評価方法】
・標準支持間隔法によるダクト最大支持間隔算出方針

Ⅳ－１－１－12 電気計測制御装置等の耐震支持方
針
【4.電気計測制御装置等の耐震設計方針】
【4.2 耐震設計の手順】
【4.2.4 電路類の耐震設計手順】
・電路類の支持設定方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
(2)動的解析法
・動的解析の方法等についての添付書類展開先

【10.耐震計算の基本方針】
【10.2 機器・配管系】
・機器・配管系の評価方針
・評価手法及び評価に当たっての考慮事項
・詳細な内容を示した添付書類展開先
・動的地震力の算定方針及び解析方法の添付書類展
開
・機能維持の確認に当たり適用する許容限界
・水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影
響評価方針の添付書類展開先
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(66/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

59 定義
評価要求

機器については，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振動モードを適切に表
現できるよう質点系モデル，有限要素モデル等に置換し，設計用床応答曲線を用い
たスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。
また，時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は地盤物性等
のばらつきを適切に考慮する。スペクトルモーダル解析法には地盤物性等のばらつきを
考慮した床応答曲線を用いる。
配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用いたスペクトル
モーダル解析法により応答を求める。
スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては，衝突・すべり
等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬
する観点で，建物・構築物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴
応答解析法を用いる等，解析対象とする現象，対象設備の振動特性・構造特性等
を考慮し適切に選定する。
また，設備の3次元的な広がりを踏まえ，適切に応答を評価できるモデルを用い，水
平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。
なお，剛性の高い機器・配管系は，その設置床面の最大床応答加速度の1.2倍の
加速度を静的に作用させて地震力を算定する。

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ 基本方針
施設共通　基本設計方針
(機器・配管系の動的解析方法)

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力
(2)動的解析法

10.耐震計算の基本方針
10.2 機器・配管系

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
2.地震応答解析の方針
2.2 機器・配管系
(2) 解析方法及び解析モデル

Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針
2. 床応答スペクトルに係る基本方針及び作成方法
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針
2. 機器の支持構造物
2.1 基本原則

Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針
1. 配管の耐震支持方針
1.3 配管の設計
1.3.2 多質点系はりモデルを用いた評価方法
1.3.3 標準支持間隔を用いた評価方法

Ⅳ－１－１－11－２ ダクトの耐震支持方針
4.ダクト設計の基本方針
4.4 ダクト支持点の設計方法
4.4.1 標準支持間隔を用いた評価方法

Ⅳ－１－１－12 電気計測制御装置等の耐震支持方
針
3.電気計測制御装置等の耐震設計方針
3.3 耐震設計の手順
3.3.4 電路類の耐震設計手順

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
(2)動的解析法
・動的解析の方法，設計用減衰定数等については，
「Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」に，設
計用床応答曲線の作成方法については，「Ⅳ－１－１
－６ 設計用床応答曲線の作成方針」に示す。

【10. 耐震計算の基本方針】
【10.2 機器・配管系】
・機器・配管系の評価は，「4.　設計用地震力」で示す
設計用地震力による適切な応力解析に基づいた地震応
力と，組み合わすべき他の荷重による応力との組合せ応
力が「5.　機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあ
ることを確認すること(解析による設計)により行う。
・評価手法は，JEAG4601に基づき，以下に示す定式
化された計算式を用いた解析手法又はFEM等を用いた
応力解析手法にて実施することを基本とし，その他の手
法を適用する場合は適用性を確認の上適用することとす
る。なお，FEM等を用いた応力解析手法において時刻
歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場
合は，材料物性のばらつき等を適切に考慮する。
(1)　定式化された計算式を用いた解析手法
(2)　FEM等を用いた応力解析手法
・スペクトルモーダル解析法
・時刻歴応答解析法

・機器・配管系については，解析方法及び解析モデルを
機器，配管系ごとに設定するとともに，安全機能に応じ
た評価を行う。
・これら機器，配管系ごとに適用する解析方法及び解析
モデルを「Ⅳ－１－１－５　地震応答解析の基本方
針」の「2.2(2)　解析方法及び解析モデル」に示す。
・具体的な評価手法は，「Ⅳ－１－１－11－１ 配管
の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－１－11－２ ダクトの耐
震支持方針」，「Ⅳ－１－２　耐震計算に関する基本
方針」及び「Ⅳ－１－３　耐震性に関する計算書作成
の基本方針」に示す。
・地震時及び地震後に機能維持が要求される設備につ
いては，地震応答解析により機器・配管系に作用する加
速度が振動試験又は解析等により機能が維持できること
を確認した加速度(動的機能維持確認済加速度又は電
気的機能維持確認済加速度)以下，若しくは，静的又
は動的解析により求まる地震荷重が許容荷重以下とな
ることを確認する。
・水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影
響評価については，「Ⅳ－２－３　水平２方向及び鉛
直方向地震力の組合せに関する影響評価」に示す。

―――基本方針
施設共通　基本設計方針
(機器・配管系の動的解析方法)
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(67/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

　
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

　

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
【2.地震応答解析の方針】
【2.2 機器・配管系】
(2) 解析方法及び解析モデル
・動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答
解析手法の適用性，適用限界等を考慮の上，適切な
解析法を選定するとともに，解析条件として考慮すべき
減衰定数，剛性等の各種物性値は，適切な規格・基
準，あるいは実験等の結果に基づき設定する。
・機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮
して，代表的な振動モードを適切に表現できるよう質点
系モデル，はりやシェル等の要素を使用した有限要素モデ
ル等に置換し，設計用床応答曲線を用いたスペクトル
モーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求
める。
・配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床
応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴
応答解析法により応答を求める。
・スペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法を用
いる場合は材料物性のばらつき等を適切に考慮する。
・スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選
択に当たっては，衝突・すべり等の非線形現象を模擬す
る観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模
擬する観点で，材料物性のばらつき等への配慮を考慮し
つつ時刻歴応答解析法を用いる等，解析対象とする現
象，対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切
に選定する。
・3次元的な広がりを持つ設備については，3次元的な配
置を踏まえ，適切にモデル化し，水平2方向及び鉛直
方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。
具体的な方針については「Ⅳ－１－１－７ 水平２方
向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方
針」に示す。
・剛性の高い機器・配管系は，その機器・配管系の設置
床面の最大応答加速度の1.2倍の加速度を震度として
作用させて構造強度評価に用いる地震力を算定する。
・機器，配管系の評価については，これら解析方法及び
解析モデルに応じた評価を行う。機器，配管系の評価方
法について，「Ⅳ－１－１－11－１　配管の耐震支持
方針」，「Ⅳ－１－１－11－２　ダクトの耐震支持方
針」，「Ⅳ－１－２　耐震計算に関する基本方針」及び
「Ⅳ－１－３　耐震性に関する計算書作成の基本方
針」に示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(68/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

　
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
【2.地震応答解析の方針】
【2.2 機器・配管系】
(2) 解析方法及び解析モデル
・動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答
解析手法の適用性，適用限界等を考慮の上，適切な
解析法を選定するとともに，解析条件として考慮すべき
減衰定数，剛性等の各種物性値は，適切な規格・基
準，あるいは実験等の結果に基づき設定する。
・機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮
して，代表的な振動モードを適切に表現できるよう質点
系モデル，はりやシェル等の要素を使用した有限要素モデ
ル等に置換し，設計用床応答曲線を用いたスペクトル
モーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求
める。
・配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床
応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴
応答解析法により応答を求める。
・スペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法を用
いる場合は材料物性のばらつき等を適切に考慮する。
・スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選
択に当たっては，衝突・すべり等の非線形現象を模擬す
る観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模
擬する観点で，材料物性のばらつき等への配慮を考慮し
つつ時刻歴応答解析法を用いる等，解析対象とする現
象，対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切
に選定する。
・3次元的な広がりを持つ設備については，3次元的な配
置を踏まえ，適切にモデル化し，水平2方向及び鉛直
方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。
具体的な方針については「Ⅳ－１－１－７ 水平２方
向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方
針」に示す。
・剛性の高い機器・配管系は，その機器・配管系の設置
床面の最大応答加速度の1.2倍の加速度を震度として
作用させて構造強度評価に用いる地震力を算定する。
・機器，配管系の評価については，これら解析方法及び
解析モデルに応じた評価を行う。機器，配管系の評価方
法について，「Ⅳ－１－１－11－１　配管の耐震支持
方針」，「Ⅳ－１－１－11－２　ダクトの耐震支持方
針」，「Ⅳ－１－２　耐震計算に関する基本方針」及び
「Ⅳ－１－３　耐震性に関する計算書作成の基本方
針」に示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(69/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
2.地震応答解析の方針
2.2 機器・配管系
(2) 解析方法及び解析モデル

Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針
2. 床応答スペクトルに係る基本方針及び作成方法
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針
2. 機器の支持構造物
2.1 基本原則

Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針
1. 配管の耐震支持方針
1.3 配管の設計
1.3.2 多質点系はりモデルを用いた評価方法
1.3.3 標準支持間隔を用いた評価方法

Ⅳ－１－１－11－２ ダクトの耐震支持方針
4.ダクト設計の基本方針
4.4 ダクト支持点の設計方法
4.4.1 標準支持間隔を用いた評価方法

Ⅳ－１－１－12 電気計測制御装置等の耐震支持方
針
4.電気計測制御装置等の耐震設計方針
4.2 耐震設計の手順
4.2.4 電路類の耐震設計手順

○ Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針
【2. 床応答スペクトルに係る基本方針及び作成方法】
【2.1 基本方針】
・床応答スペクトルに対し，各再処理施設の固有周期の
シフトを考慮し，周期方向に±10%の拡幅を行い，設
計用床応答曲線とする。

Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針
【2. 機器の支持構造物】
【2.1 基本原則】
・機器の耐震支持方針は下記によるものとする。
(1) 重要な機器は岩盤上に設けた強固な基礎又は岩
盤により支持され十分耐震性を有する建物・構築物内の
基礎上に設置する。
(2) 支持構造物を含め十分剛構造とすることで建物・構
築物との共振を防止する。
(3) 剛性を十分に確保できない場合は，機器系の振動
特性に応じた地震応答解析により，応力評価に必要な
荷重等を算定し，その荷重等に耐える設計とする。
(4) 重心位置を低くおさえる。
(5) 配管反力をできる限り機器にもたせない構造とする。
(6) 偏心荷重を避ける。
(7) 高温機器は熱膨張を拘束しない構造とする。
(8) 動的機能が要求されるものについては地震時に機能
を喪失しない構造とする。
(9) 内部構造物については容器との相互作用を考慮した
構造とする。
(10) 建物・構築物内の基礎上に固定されていない移動
式設備については，強固なガーダに設置し転倒等による
落下を防止するための措置を講じる。
(11) 支持架構上に設置される機器については，原則と
して架構を十分剛に設計する。剛ではない場合は，架構
の剛性を考慮した地震荷重等に耐える設計とするととも
に，剛ではない架構に設置される機器については，架構
の剛性を考慮した地震応答解析を行う。解析に当たって
は，設計用床応答曲線又は時刻歴応答波を用いて耐
震性の確認を行うものとし，そのうち時刻歴応答波につい
ては，実機の挙動をより模擬する場合に用いる。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
10.耐震計算の基本方針
10.2 機器・配管系

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
2.地震応答解析の方針
2.2 機器・配管系
(2) 解析方法及び解析モデル

Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針
2. 床応答スペクトルに係る基本方針及び作成方法
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針
2. 機器の支持構造物
2.1 基本原則

Ⅳ－１－１－11－1 配管の耐震支持方針
1. 配管の耐震支持方針
1.3 配管の設計
1.3.2 多質点系はりモデルを用いた評価方法
1.3.3 標準支持間隔を用いた評価方法

Ⅳ－１－１－12 電気計測制御装置等の耐震支持方
針
4.電気計測制御装置等の耐震設計方針
4.2 耐震設計の手順
4.2.4 電路類の耐震設計手順

―基本方針
施設共通　基本設計方針
(機器・配管系の動的解析方法)

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【10.耐震計算の基本方針】
【10.2 機器・配管系】
・機器・配管系の評価方針
・評価手法及び評価に当たっての考慮事項
・詳細な内容を示した添付書類展開先
・動的地震力の算定方針及び解析方法の添付書類展
開
・機能維持の確認に当たり適用する許容限界
・水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影
響評価方針の添付書類展開先

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
10.耐震計算の基本方針
10.2 機器・配管系

設計方針
評価条件
評価方法

基本方針
施設共通　基本設計方針
(機器・配管系の動的解析方法)

定義
評価要求

59 Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
【2.地震応答解析の方針】
【2.2 機器・配管系】
(2) 解析方法及び解析モデル
・機器の解析におけるモデル置換の考慮事項及び応答を
求める解析手法
・配管系の解析におけるモデル作成及び応答を求める解
析手法
・スペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法を用
いる場合の考慮事項
・解析手法選択に当たっての考慮事項
・3次元的な広がりを持つ設備に対する水平2方向及び
鉛直方向の応答成分の組合わせ方針
・剛性の高い機器・配管系は，その機器・配管系の評価
に用いる地震力算定方針

Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針
【2. 床応答スペクトルに係る基本方針及び作成方法】
【2.1 基本方針】
・機器・配管系の動的解析に用いる設計用床応答曲線
の作成方針

Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針
【2.機器の支持構造物】
【2.1 基本原則】
・機器の耐震支持方針

Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針
【1. 配管の耐震支持方針】
【1.3 配管の設計】
【1.3.2 多質点系はりモデルを用いた評価方法】
・多質点系はりモデルを用いた評価方法におけるモデル設
定方針及び支持方法設定方針
【1.3.3 標準支持間隔を用いた評価方法】
・標準支持間隔法による配管最大支持間隔算出方針

Ⅳ－１－１－11－２ ダクトの耐震支持方針
【4.ダクト設計の基本方針】
【4.4 ダクト支持点の設計方法】
【4.4.1 標準支持間隔を用いた評価方法】
・標準支持間隔法によるダクト最大支持間隔算出方針

Ⅳ－１－１－12 電気計測制御装置等の耐震支持方
針
【4.電気計測制御装置等の耐震設計方針】
【4.2 耐震設計の手順】
【4.2.4 電路類の耐震設計手順】
・電路類の支持設定方針

機器については，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振動モードを適切に表
現できるよう質点系モデル，有限要素モデル等に置換し，設計用床応答曲線を用い
たスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。
また，時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は地盤物性等
のばらつきを適切に考慮する。スペクトルモーダル解析法には地盤物性等のばらつきを
考慮した床応答曲線を用いる。
配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用いたスペクトル
モーダル解析法により応答を求める。
スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては，衝突・すべり
等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬
する観点で，建物・構築物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴
応答解析法を用いる等，解析対象とする現象，対象設備の振動特性・構造特性等
を考慮し適切に選定する。
また，設備の3次元的な広がりを踏まえ，適切に応答を評価できるモデルを用い，水
平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。
なお，剛性の高い機器・配管系は，その設置床面の最大床応答加速度の1.2倍の
加速度を静的に作用させて地震力を算定する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(70/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

定義
評価要求

59 機器については，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振動モードを適切に表
現できるよう質点系モデル，有限要素モデル等に置換し，設計用床応答曲線を用い
たスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。
また，時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は地盤物性等
のばらつきを適切に考慮する。スペクトルモーダル解析法には地盤物性等のばらつきを
考慮した床応答曲線を用いる。
配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用いたスペクトル
モーダル解析法により応答を求める。
スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては，衝突・すべり
等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬
する観点で，建物・構築物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴
応答解析法を用いる等，解析対象とする現象，対象設備の振動特性・構造特性等
を考慮し適切に選定する。
また，設備の3次元的な広がりを踏まえ，適切に応答を評価できるモデルを用い，水
平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。
なお，剛性の高い機器・配管系は，その設置床面の最大床応答加速度の1.2倍の
加速度を静的に作用させて地震力を算定する。

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

―――基本方針
施設共通　基本設計方針
(機器・配管系の動的解析方法)

基本方針
施設共通　基本設計方針
(機器・配管系の動的解析方法)

○ Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針
【2. 床応答スペクトルに係る基本方針及び作成方法】
【2.1 基本方針】
・床応答スペクトルに対し，各再処理施設の固有周期の
シフトを考慮し，周期方向に±10%の拡幅を行い，設
計用床応答曲線とする。

Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針
【2. 機器の支持構造物】
【2.1 基本原則】
・機器の耐震支持方針は下記によるものとする。
(1) 重要な機器は岩盤上に設けた強固な基礎又は岩
盤により支持され十分耐震性を有する建物・構築物内の
基礎上に設置する。
(2) 支持構造物を含め十分剛構造とすることで建物・構
築物との共振を防止する。
(3) 剛性を十分に確保できない場合は，機器系の振動
特性に応じた地震応答解析により，応力評価に必要な
荷重等を算定し，その荷重等に耐える設計とする。
(4) 重心位置を低くおさえる。
(5) 配管反力をできる限り機器にもたせない構造とする。
(6) 偏心荷重を避ける。
(7) 高温機器は熱膨張を拘束しない構造とする。
(8) 動的機能が要求されるものについては地震時に機能
を喪失しない構造とする。
(9) 内部構造物については容器との相互作用を考慮した
構造とする。
(10) 建物・構築物内の基礎上に固定されていない移動
式設備については，強固なガーダに設置し転倒等による
落下を防止するための措置を講じる。
(11) 支持架構上に設置される機器については，原則と
して架構を十分剛に設計する。剛ではない場合は，架構
の剛性を考慮した地震荷重等に耐える設計とするととも
に，剛ではない架構に設置される機器については，架構
の剛性を考慮した地震応答解析を行う。解析に当たって
は，設計用床応答曲線又は時刻歴応答波を用いて耐
震性の確認を行うものとし，そのうち時刻歴応答波につい
ては，実機の挙動をより模擬する場合に用いる。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
10.耐震計算の基本方針
10.2 機器・配管系

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
2.地震応答解析の方針
2.2 機器・配管系
(2) 解析方法及び解析モデル

Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針
2. 床応答スペクトルに係る基本方針及び作成方法
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針
2. 機器の支持構造物
2.1 基本原則

Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針
1. 配管の耐震支持方針
1.3 配管の設計
1.3.2 多質点系はりモデルを用いた評価方法
1.3.3 標準支持間隔を用いた評価方法

Ⅳ－１－１－11－２ ダクトの耐震支持方針
4.ダクト設計の基本方針
4.4 ダクト支持点の設計方法
4.4.1 標準支持間隔を用いた評価方法

Ⅳ－１－１－12 電気計測制御装置等の耐震支持方
針
4.電気計測制御装置等の耐震設計方針
4.2 耐震設計の手順
4.2.4 電路類の耐震設計手順
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(71/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
【3.設計用減衰定数】
・地震応答解析に用いる減衰定数の適用方針
・鉄筋コンクリートの減衰定数設定における考慮事項
・地盤と土木構造物の連成系地震応答解析モデルの減
衰定数設定における考慮事項

設計方針
評価条件

○

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のば
らつきによる材料定数の変動幅を適切に考慮する。動的
解析の方法，設計用減衰定数等については，「Ⅳ－１
－１－５ 地震応答解析の基本方針」に，設計用床応
答曲線の作成方法については，「Ⅳ－１－１－６ 設
計用床応答曲線の作成方針」に示す。

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
【3.設計用減衰定数】
・地震応答解析に用いる減衰定数は，JEAG4601-
1987，1991に記載されている減衰定数を設備の種
類，構造等により適切に選定するとともに，試験等で妥
当性が確認された値も用いる。
・建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリート
の材料減衰定数の設定については，既往の知見に加
え，既設施設の地震観測記録等により，その妥当性を
検討する。
・地盤と屋外重要土木構造物の連成系地震応答解析
モデルの減衰定数については，地中構造物としての特徴
及び同モデルの振動特性を考慮して適切に設定する。

Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針
【1. 配管の耐震支持方針】
【1.3 配管の設計】
【1.3.2 多質点系はりモデルを用いた評価方法】
・多質点系はりモデルを用いた評価方法では，原則として
固定点から固定点までを独立した1つのブロックとして，地
震荷重，自重 ，熱荷重等により配管に生じる応力が
許容応力以下となるように配管経路及び支持方法を定
める。
【1.3.3 標準支持間隔を用いた評価方法】
・標準支持間隔法による配管の耐震計算は，配管を直
管部，曲がり部，集中質量部，分岐部，Z形部，門
形部及び分岐＋曲がり部の各要素に分類し，要素ごと
に許容値を満足する最大の支持間隔を算出する。

Ⅳ－１－１－12 電気計測制御装置等の耐震支持方
針
【4.電気計測制御装置等の耐震設計方針】
【4.2 耐震設計の手順】
【4.2.4 電路類の耐震設計手順】
・構造的に健全ならば機能が維持されるので構造的検討
のみを行う。この際には多質点系はりモデルによる解析又
は標準支持間隔法を用いる。多質点系はりモデルによる
解析の場合は，固有振動数に応じて応答解析による方
法，又は静的解析による方法を用いて構造的健全性を
確認する方針とする。
・標準支持間隔法を用いる場合は，静的又は動的地震
力による応力が許容応力以下となる標準支持間隔を設
定し，標準支持間隔以内で支持することにより耐震性を
確保する。

　
 

 

 

 
　

基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
3. 設計用減衰定数

c. 設計用減衰定数
地震応答解析に用いる減衰定数は，安全上適切と認められる規格及び基準に基づ
き，設備の種類，構造等により適切に選定するとともに，試験等で妥当性を確認し
た値も用いる。
なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設定につ
いては，既往の知見に加え，既設施設の地震観測記録等により，その妥当性を検
討する。
また，地盤と土木構造物の連成系地震応答解析モデルの減衰定数については，地
中構造物としての特徴，同モデルの振動特性を考慮して適切に設定する。

基本方針 ―60 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・減衰定数の適用方針及び考慮事項
・動的地震力の算定方針及び解析方法の添付書類展
開先

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

定義 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
3. 設計用減衰定数
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(72/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

c. 設計用減衰定数
地震応答解析に用いる減衰定数は，安全上適切と認められる規格及び基準に基づ
き，設備の種類，構造等により適切に選定するとともに，試験等で妥当性を確認し
た値も用いる。
なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設定につ
いては，既往の知見に加え，既設施設の地震観測記録等により，その妥当性を検
討する。
また，地盤と土木構造物の連成系地震応答解析モデルの減衰定数については，地
中構造物としての特徴，同モデルの振動特性を考慮して適切に設定する。

60 定義

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

基本方針 ―

　　
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
3. 設計用減衰定数

Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針
【1. 配管の耐震支持方針】
【1.3 配管の設計】
【1.3.2 多質点系はりモデルを用いた評価方法】
・多質点系はりモデルを用いた評価方法では，原則として
固定点から固定点までを独立した1つのブロックとして，地
震荷重，自重 ，熱荷重等により配管に生じる応力が
許容応力以下となるように配管経路及び支持方法を定
める。
【1.3.3 標準支持間隔を用いた評価方法】
・標準支持間隔法による配管の耐震計算は，配管を直
管部，曲がり部，集中質量部，分岐部，Z形部，門
形部及び分岐＋曲がり部の各要素に分類し，要素ごと
に許容値を満足する最大の支持間隔を算出する。

Ⅳ－１－１－11－２ダクトの耐震支持方針
【4.ダクト設計の基本方針】
【4.4 ダクト支持点の設計方法】
【4.4.1 標準支持間隔を用いた評価方法】
・静的震度，1.2ZPA及び設計用床応答曲線から地震
力を算定し，ダクトに生じる曲げモーメントが許容座屈曲
げモーメント以下となるように支持間隔を算定する。

Ⅳ－１－１－12 電気計測制御装置等の耐震支持方
針
【4.電気計測制御装置等の耐震設計方針】
【4.2 耐震設計の手順】
【4.2.4 電路類の耐震設計手順】
・構造的に健全ならば機能が維持されるので構造的検討
のみを行う。この際には多質点系はりモデルによる解析又
は標準支持間隔法を用いる。多質点系はりモデルによる
解析の場合は，固有振動数に応じて応答解析による方
法，又は静的解析による方法を用いて構造的健全性を
確認する方針とする。
・標準支持間隔法を用いる場合は，静的又は動的地震
力による応力が許容応力以下となる標準支持間隔を設
定し，標準支持間隔以内で支持することにより耐震性を
確保する。

○ 基本方針 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のば
らつきによる材料定数の変動幅を適切に考慮する。動的
解析の方法，設計用減衰定数等については，「Ⅳ－１
－１－５ 地震応答解析の基本方針」に，設計用床応
答曲線の作成方法については，「Ⅳ－１－１－６ 設
計用床応答曲線の作成方針」に示す。

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
【3.設計用減衰定数】
・地震応答解析に用いる減衰定数は，JEAG4601－
1987，1991に記載されている減衰定数を設備の種
類，構造等により適切に選定するとともに，試験等で妥
当性が確認された値も用いる。
・建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリート
の材料減衰定数の設定については，既往の知見に加
え，既設施設の地震観測記録等により，その妥当性を
検討する。
・地盤と屋外重要土木構造物の連成系地震応答解析
モデルの減衰定数については，地中構造物としての特徴
及び同モデルの振動特性を考慮して適切に設定する。

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(73/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

― ―定義 ―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
・構造強度の確保を基本とした機能維持方針

【5.1 構造強度】
【5.1.1 耐震設計上考慮する状態】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
・安全機能を有する施設について地震以外に設計上考
慮する状態
・安全機能を有する施設の耐震重要度分類に応じた地
震力による荷重と地震力以外の荷重の組合せの方針，
変位，変形に対する設計方針
・具体的な荷重の組合せと許容限界について示した添付
書類展開先

(4)　荷重の組合せと許容限界
耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。
また，耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機
能である閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機
能，臨界防止機能，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支援機能，ソースターム
制限機能，放出量の監視機能，換気機能，気密性，支持機能，操作場所及び
アクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。

上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密性，支持機能，操作
場所及びアクセスルートの保持機能等については，安全機能を有する施設の耐震重
要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，当該機能が
要求される施設の構造強度を確保することで，機能が維持できる設計とする。
閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨
界防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能
等については，構造強度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性に
応じて許容限界を適切に設定する。

a.　耐震設計上考慮する状態
地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。

基本方針 基本方針
評価条件

61 ○ Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
・耐震設計においては，安全機能である閉じ込め機能，
プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除
去機能，臨界防止機能，遮蔽機能，落下・転倒防止
機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の監
視機能，換気機能，支持機能，地下水排水機能，
飛来物防護機能，漏えい検知機能，火災防護機
能，止水機能，ユーティリティ機能，分析機能，廃棄
機能を維持する設計とする。
・上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機
能，支持機能，飛来物防護機能，止水機能，分析
機能，廃棄機能については，安全機能を有する施設の
耐震重要度に応じた地震力に対して，当該機能が要求
される施設の構造強度を確保することで，機能が維持で
きる設計とする。
・閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機
能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機
能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気
機能，地下水排水機能，漏えい検知機能，火災防
護機能，ユーティリティ機能については，構造強度を確
保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性に
応じて評価項目を追加することで，機能維持設計を行
う。

【5.1 構造強度】
・再処理施設は，安全機能を有する施設の耐震重要度
に応じた地震力による荷重と地震力以外の荷重の組合
せを適切に考慮した上で，構造強度を確保する設計とす
る。また，変位及び変形に対し，設計上の配慮を行う。
・自然現象に関する組合せは，「Ⅵ－１－１－１ 自然
現象等による損傷の防止に関する説明書」に従い行う。
・具体的な荷重の組合せ及び許容限界は「Ⅳ－１－１
－８ 機能維持の基本方針」の第3.1-1表に示す。

【5.1.1 耐震設計上考慮する状態】
・地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
(a)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(b)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積
雪，風)。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

5.2 機能維持
(1)建物・構築物
a.安全機能を有する施設

(2)機器・配管系
a.安全機能を有する施設

基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(74/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

定義(4)　荷重の組合せと許容限界
耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。
また，耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機
能である閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機
能，臨界防止機能，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支援機能，ソースターム
制限機能，放出量の監視機能，換気機能，気密性，支持機能，操作場所及び
アクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。

上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密性，支持機能，操作
場所及びアクセスルートの保持機能等については，安全機能を有する施設の耐震重
要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，当該機能が
要求される施設の構造強度を確保することで，機能が維持できる設計とする。
閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨
界防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能
等については，構造強度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性に
応じて許容限界を適切に設定する。

a.　耐震設計上考慮する状態
地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。

61

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

5.2 機能維持
(1)建物・構築物
a.安全機能を有する施設
b.重大事故等対処施設

(2)機器・配管系
a.安全機能を有する施設
b.重大事故等対処施設

― ―― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
・耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対
処するために必要な機能である閉じ込め機能，プロセス
量の機能維持，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，
臨界防止機能，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支
援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，
換気機能，気密性，支持機能，操作場所及びアクセ
スルートの保持機能，地下水排水機能，飛来物防護
機能，漏えい検知機能，火災防護機能，止水機
能，ユーティリティ機能，貯水機能，分析機能，廃棄
機能を維持する設計とする。
・上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機
能，気密性，支持機能，操作場所及びアクセスルート
の保持機能，飛来物防護機能，止水機能，貯水機
能，分析機能，廃棄機能については，安全機能を有
する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設
備分類に応じた地震力に対して，当該機能が要求され
る施設の構造強度を確保することで，機能が維持できる
設計とする。
・閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機
能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機
能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気
機能，地下水排水機能，漏えい検知機能，火災防
護機能，ユーティリティ機能については，構造強度を確
保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性に
応じて評価項目を追加することで，機能維持設計を行
う。

【5.1 構造強度】
・再処理施設は，安全機能を有する施設の耐震重要度
に応じた地震力による荷重と地震力以外の荷重の組合
せを適切に考慮した上で，構造強度を確保する設計とす
る。また，変位及び変形に対し，設計上の配慮を行う。
・自然現象に関する組合せは，「Ⅵ－１－１－１ 自然
現象等による損傷の防止に関する説明書」に従い行う。
・具体的な荷重の組合せ及び許容限界は「Ⅳ－１－１
－８ 機能維持の基本方針」の第3.1-1表に示す。

【5.1.1 耐震設計上考慮する状態】
・地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
(a)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(b)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積
雪，風)。

○ 基本方針 基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(75/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
・構造強度の確保を基本とした機能維持方針

【5.1 構造強度】
【5.1.1 耐震設計上考慮する状態】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
・安全機能を有する施設について地震以外に設計上考
慮する状態
・安全機能を有する施設の耐震重要度分類に応じた地
震力による荷重と地震力以外の荷重の組合せの方針，
変位，変形に対する設計方針
・具体的な荷重の組合せと許容限界について示した添付
書類展開先

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

5.2 機能維持
(1)建物・構築物
a.安全機能を有する施設

(2)機器・配管系
a.安全機能を有する施設

基本方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.2 機能維持】
(1)建物・構築物
・再処理施設の安全機能のうち，建物・構築物に要求さ
れる閉じ込め機能，火災防護機能，遮蔽機能，支持
機能，地下水排水機能，廃棄機能及び飛来物防護
機能の機能維持の方針を以下に示す。

a.安全機能を有する施設
(a)閉じ込め機能の維持
・閉じ込め機能の維持が要求される施設は，地震時及
び地震後において，放射性物質を限定された区域に閉
じ込めるため，安全機能を有する施設の耐震重要度に
応じた地震動に対して，「5.1　構造強度」に基づく構造
強度を確保することで，閉じ込め機能が維持できる設計
とする。
・閉じ込め機能の維持が要求される施設のうち，鉄筋コ
ンクリート造の施設は，地震時及び地震後において，放
射性物質が漏えいした場合にその影響の拡大を防止する
ため，閉じ込め機能の維持が要求される壁及び床が安
全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対
して構造強度を確保することで閉じ込め機能が維持でき
る設計とする。
また，閉じ込め機能が要求される壁・床・天井に設置す
る扉及びハッチ等は，クリアランスにより壁・床・天井の変
形に追従が可能な構造とするため，建物・構築物の構
造強度を満足することで，閉じ込め機能を確保できる。

(b)火災防護機能の維持
・火災防護機能の維持が要求される施設は，地震時及
び地震後において，火災の影響を軽減するため，安全
機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対し
て，「5.1　構造強度」に基づく構造強度を確保すること
で，火災防護機能が維持できる設計とする。

(c)遮蔽機能の維持
・遮蔽機能の維持が要求される施設は，地震時及び地
震後において，放射線業務従事者の放射線障害防
止，再処理施設周辺の空間線量率の低減，居住性の
確保及び放射線障害から公衆等を守るため，安全機能
を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，
「5.1　構造強度」に基づく構造強度を確保し，遮蔽体
の形状及び厚さを確保することで，遮蔽機能が維持でき
る設計とする。
・遮蔽機能が要求される壁・床・天井に設置する扉及び
ハッチ等は，クリアランスにより壁・床・天井の変形に追従
が可能な構造とするため，建物・構築物の構造強度を満
足することで，遮蔽機能を確保できる。なお，扉及びハッ
チ等は線源を直接見通せないよう段付きの構造とすること
で，建屋躯体に変形が生じたとしても，クリアランスからの
放射線の漏えいを防止し，遮蔽機能を確保できる。

―61 定義 ― ○(4)　荷重の組合せと許容限界
耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。
また，耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機
能である閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機
能，臨界防止機能，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支援機能，ソースターム
制限機能，放出量の監視機能，換気機能，気密性，支持機能，操作場所及び
アクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。

上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密性，支持機能，操作
場所及びアクセスルートの保持機能等については，安全機能を有する施設の耐震重
要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，当該機能が
要求される施設の構造強度を確保することで，機能が維持できる設計とする。
閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨
界防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能
等については，構造強度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性に
応じて許容限界を適切に設定する。

a.　耐震設計上考慮する状態
地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。

基本方針 基本方針
評価条件

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(76/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

61 定義(4)　荷重の組合せと許容限界
耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。
また，耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機
能である閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機
能，臨界防止機能，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支援機能，ソースターム
制限機能，放出量の監視機能，換気機能，気密性，支持機能，操作場所及び
アクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。

上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密性，支持機能，操作
場所及びアクセスルートの保持機能等については，安全機能を有する施設の耐震重
要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，当該機能が
要求される施設の構造強度を確保することで，機能が維持できる設計とする。
閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨
界防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能
等については，構造強度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性に
応じて許容限界を適切に設定する。

a.　耐震設計上考慮する状態
地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.2 機能維持】
(1)建物・構築物
・再処理施設の安全機能及び重大事故等に対処するた
めに必要な機能のうち，建物・構築物に要求される閉じ
込め機能，火災防護機能，遮蔽機能，気密性，支
持機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能，地
下水排水機能，廃棄機能，飛来物防護機能及び貯
水機能の機能維持の方針を以下に示す。

a.安全機能を有する施設
(a)閉じ込め機能の維持
・閉じ込め機能の維持が要求される施設は，地震時及
び地震後において，放射性物質を限定された区域に閉
じ込めるため，安全機能を有する施設の耐震重要度に
応じた地震動に対して，「5.1　構造強度」に基づく構造
強度を確保することで，閉じ込め機能が維持できる設計
とする。
・閉じ込め機能の維持が要求される施設のうち，鉄筋コ
ンクリート造の施設は，地震時及び地震後において，放
射性物質が漏えいした場合にその影響の拡大を防止する
ため，閉じ込め機能の維持が要求される壁及び床が安
全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対
して構造強度を確保することで閉じ込め機能が維持でき
る設計とする。
また，閉じ込め機能が要求される壁・床・天井に設置す
る扉及びハッチ等は，クリアランスにより壁・床・天井の変
形に追従が可能な構造とするため，建物・構築物の構
造強度を満足することで，閉じ込め機能を確保できる。

(b)火災防護機能の維持
・火災防護機能の維持が要求される施設は，地震時及
び地震後において，火災の影響を軽減するため，安全
機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対し
て，「5.1　構造強度」に基づく構造強度を確保すること
で，火災防護機能が維持できる設計とする。

(c)遮蔽機能の維持
・遮蔽機能の維持が要求される施設は，地震時及び地
震後において，放射線業務従事者の放射線障害防
止，再処理施設周辺の空間線量率の低減，居住性の
確保及び放射線障害から公衆等を守るため，安全機能
を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，
「5.1　構造強度」に基づく構造強度を確保し，遮蔽体
の形状及び厚さを確保することで，遮蔽機能が維持でき
る設計とする。
・遮蔽機能が要求される壁・床・天井に設置する扉及び
ハッチ等は，クリアランスにより壁・床・天井の変形に追従
が可能な構造とするため，建物・構築物の構造強度を満
足することで，遮蔽機能を確保できる。なお，扉及びハッ
チ等は線源を直接見通せないよう段付きの構造とすること
で，建屋躯体に変形が生じたとしても，クリアランスからの
放射線の漏えいを防止し，遮蔽機能を確保できる。

―○ ―基本方針 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

5.2 機能維持
(1)建物・構築物
a.安全機能を有する施設
b.重大事故等対処施設

(2)機器・配管系
a.安全機能を有する施設
b.重大事故等対処施設

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(77/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

　

　

　

 

 
 

 
 

(d)支持機能の維持
・機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維
持が要求される施設は，地震時及び地震後において，
被支持設備の機能を維持するため，被支持設備の安全
機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対し
て，「5.1　構造強度」に基づく構造強度を確保すること
で，支持機能が維持できる設計とする。
・支持機能の維持が要求される施設のうち，建物・構築
物の鉄筋コンクリート造の施設は，耐震壁のせん断ひず
みの許容限界を満足すること又は基礎を構成する部材に
生じる応力が終局強度に対し妥当な安全余裕を有して
いることで，Ｓクラス設備等に対する支持機能が維持で
きる設計とする。
・屋外重要土木構造物については，構造部材の曲げに
ついては界層間変形角(層間変形角1/100)又は終局
曲率，せん断についてはせん断耐力を許容限界とする。
なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の
許容限界に対しては妥当な安全余裕をもたせることと
し，機器・配管系の支持機能が維持できる設計とする。
その他の土木構造物については，安全上適切と認められ
る規格及び基準による許容応力度を許容限界とし，機
器・配管系の支持機能が維持できる設計とする。

(e)地下水排水機能の維持
・地下水排水機能の維持が要求される施設は，地震時
及び地震後において，建物・構築物の周囲の地下水を
排水するため，安全機能を有する施設の耐震重要度に
応じた地震動に対して，「5.1　構造強度」に基づく構造
強度を確保することで，地下水排水機能が維持できる
設計とする。
・地下水排水機能の維持が要求される施設である地下
水排水設備(サブドレン管，集水管，サブドレンピット及
びサブドレンシャフト)については，耐震設計において地下
水位の低下を期待する建物・構築物の周囲の地下水を
排水するため，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して
機能が維持できる設計とする。

(f)廃棄機能の維持
・廃棄機能の維持が要求される施設は，地震時及び地
震後において，放射性廃棄物を廃棄するため，安全機
能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対し
て，「5.1　構造強度」に基づく構造強度を確保すること
で，廃棄機能が維持できる設計とする。

(g)飛来物防護機能の維持
飛来物防護機能の維持が要求される施設は，地震時
及び地震後において，設計竜巻によって発生する設計飛
来物による竜巻防護対象施設への影響を防止するた
め，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震
動に対して，「5.1　構造強度」に基づく構造強度を確保
することで，飛来物防護機能が維持できる設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(78/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

　

　

　

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

(d)支持機能の維持
・機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維
持が要求される施設は，地震時及び地震後において，
被支持設備の機能を維持するため，被支持設備の安全
機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対し
て，「5.1　構造強度」に基づく構造強度を確保すること
で，支持機能が維持できる設計とする。
・支持機能の維持が要求される施設のうち，建物・構築
物の鉄筋コンクリート造の施設は，耐震壁のせん断ひず
みの許容限界を満足すること又は基礎を構成する部材に
生じる応力が終局強度に対し妥当な安全余裕を有して
いることで，Ｓクラス設備等に対する支持機能が維持で
きる設計とする。
・建物・構築物のうち屋外重要土木構造物については，
構造部材の曲げについては界層間変形角(層間変形角
1/100)又は終局曲率，せん断についてはせん断耐力を
許容限界とする。なお，限界層間変形角，終局曲率及
びせん断耐力の許容限界に対しては妥当な安全余裕を
もたせることとし，機器・配管系の支持機能が維持できる
設計とする。その他の土木構造物については，安全上適
切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容
限界とし，機器・配管系の支持機能が維持できる設計と
する。

(e)地下水排水機能の維持
・地下水排水機能の維持が要求される施設は，地震時
及び地震後において，建物・構築物の周囲の地下水を
排水するため，安全機能を有する施設の耐震重要度に
応じた地震動に対して，「5.1　構造強度」に基づく構造
強度を確保することで，地下水排水機能が維持できる
設計とする。
・地下水排水機能の維持が要求される施設である地下
水排水設備(サブドレン管，集水管，サブドレンピット及
びサブドレンシャフト)については，耐震設計において地下
水位の低下を期待する建物・構築物の周囲の地下水を
排水するため，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して
機能が維持できる設計とする。

(f)廃棄機能の維持
・廃棄機能の維持が要求される施設は，地震時及び地
震後において，放射性廃棄物を廃棄するため，安全機
能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対し
て，「5.1　構造強度」に基づく構造強度を確保すること
で，廃棄機能が維持できる設計とする。

(g)飛来物防護機能の維持
飛来物防護機能の維持が要求される施設は，地震時
及び地震後において，設計竜巻によって発生する設計飛
来物による竜巻防護対象施設への影響を防止するた
め，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震
動に対して，「5.1　構造強度」に基づく構造強度を確保
することで，飛来物防護機能が維持できる設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(79/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
・構造強度の確保を基本とした機能維持方針

【5.1 構造強度】
【5.1.1 耐震設計上考慮する状態】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
・安全機能を有する施設について地震以外に設計上考
慮する状態
・安全機能を有する施設の耐震重要度分類に応じた地
震力による荷重と地震力以外の荷重の組合せの方針，
変位，変形に対する設計方針
・具体的な荷重の組合せと許容限界について示した添付
書類展開先

―○ 基本方針基本方針
評価条件

61 (4)　荷重の組合せと許容限界
耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。
また，耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機
能である閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機
能，臨界防止機能，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支援機能，ソースターム
制限機能，放出量の監視機能，換気機能，気密性，支持機能，操作場所及び
アクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。

上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密性，支持機能，操作
場所及びアクセスルートの保持機能等については，安全機能を有する施設の耐震重
要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，当該機能が
要求される施設の構造強度を確保することで，機能が維持できる設計とする。
閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨
界防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能
等については，構造強度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性に
応じて許容限界を適切に設定する。

a.　耐震設計上考慮する状態
地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。

定義 基本方針 ―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.2 機能維持】
(1)建物・構築物

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

5.2 機能維持
(1)建物・構築物
a.安全機能を有する施設

(2)機器・配管系
a.安全機能を有する施設
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(80/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

61 (4)　荷重の組合せと許容限界
耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。
また，耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機
能である閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機
能，臨界防止機能，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支援機能，ソースターム
制限機能，放出量の監視機能，換気機能，気密性，支持機能，操作場所及び
アクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。

上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密性，支持機能，操作
場所及びアクセスルートの保持機能等については，安全機能を有する施設の耐震重
要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，当該機能が
要求される施設の構造強度を確保することで，機能が維持できる設計とする。
閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨
界防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能
等については，構造強度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性に
応じて許容限界を適切に設定する。

a.　耐震設計上考慮する状態
地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。

定義

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

―

(d)操作場所及びアクセスルートの保持機能の維持
・操作場所及びアクセスルートの保持機能の維持が要求
される施設は，地震時及び地震後において，地震を要
因として発生する重大事故等に対処するために必要とな
る操作場所及びアクセスルートを保持するため，重大事
故等対処施設の設備分類に応じた地震動に対して，
「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保することで，操
作場所及びアクセスルートの保持機能が維持できる設計
とする。
・操作場所及びアクセスルートの保持機能の維持が要求
される施設のうち，鉄筋コンクリート造の施設は，耐震壁
のせん断ひずみの許容限界を満足することで，操作場所
及びアクセスルートの保持機能が維持できる設計とする。
・耐震壁以外の建物・構築物の部位に関しても，耐震
壁がせん断ひずみの許容限界を満足していることで健全
性が確保されており，操作場所及びアクセスルートの保
持機能を確保できる。

(e)地下水排水機能の維持
・地下水排水機能の維持が要求される施設は，重大事
故等対処施設の設備分類に応じた地震動に対して，
「5.2(1)a.(e)　地下水排水機能の維持」と同様の設計
を行うことで，地下水排水機能が維持できる設計とする。

(f)貯水機能の維持
・貯水機能の維持が要求される施設は，地震時及び地
震後において，重大事故等への対処に必要となる水を
確保するため，重大事故等対処施設の設備分類に応じ
た地震力に対して，「5.1 構造強度」に基づく構造強度
を確保することで，貯水機能が維持できる設計とする。
・貯水機能の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンク
リート造の施設は，貯水機能の維持が要求される壁及
び床が，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地
震動に対して，おおむね弾性状態に留まることを基本とす
る。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

5.2 機能維持
(1)建物・構築物
a.安全機能を有する施設
b.重大事故等対処施設

(2)機器・配管系
a.安全機能を有する施設
b.重大事故等対処施設

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.2 機能維持】
(1)建物・構築物

b.重大事故等対処施設
(a)遮蔽機能の維持
・遮蔽機能の維持が要求される施設は，重大事故等対
処施設の設備分類に応じた地震動に対して，
「5.2(1)a.(c) 遮蔽機能の維持」と同様の設計を行うこ
とで，遮蔽機能が維持できる設計とする。
・遮蔽機能が要求される壁・床・天井に設置する扉及び
ハッチ等は，クリアランスにより壁・床・天井の変形に追従
が可能な構造とするため，建物・構築物の構造強度を満
足することで，遮蔽機能を確保できる。なお，扉及びハッ
チ等は線源を直接見通せないよう段付きの構造とすること
で，建屋躯体に変形が生じたとしても，クリアランスからの
放射線の漏えいを防止し，遮蔽機能を確保できる。

(b)気密性の維持
・気密性の維持が要求される施設は，地震時及び地震
後において，居住性確保のため，事故時に放射性気体
の流入を防ぐことを目的として，重大事故等対処施設の
設備分類に応じた地震動に対して，「5.1 構造強度」に
基づく構造強度を確保すること及び換気設備の換気機
能とあいまって施設の気圧差を確保することで，必要な気
密性が維持できる設計とする。

(c)支持機能の維持
・機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維
持が要求される施設は，被支持設備の重大事故等対
処施設の設備分類に応じた地震動に対して，
「5.2(1)a.(d) 支持機能の維持」と同様の設計を行うこ
とで，支持機能が維持できる設計とする。

―基本方針○ 基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(81/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

基本方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

5.2 機能維持
(1)建物・構築物
a.安全機能を有する施設

(2)機器・配管系
a.安全機能を有する施設

― ―61 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
・構造強度の確保を基本とした機能維持方針

【5.1 構造強度】
【5.1.1 耐震設計上考慮する状態】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
・安全機能を有する施設について地震以外に設計上考
慮する状態
・安全機能を有する施設の耐震重要度分類に応じた地
震力による荷重と地震力以外の荷重の組合せの方針，
変位，変形に対する設計方針
・具体的な荷重の組合せと許容限界について示した添付
書類展開先

(4)　荷重の組合せと許容限界
耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。
また，耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機
能である閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機
能，臨界防止機能，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支援機能，ソースターム
制限機能，放出量の監視機能，換気機能，気密性，支持機能，操作場所及び
アクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。

上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密性，支持機能，操作
場所及びアクセスルートの保持機能等については，安全機能を有する施設の耐震重
要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，当該機能が
要求される施設の構造強度を確保することで，機能が維持できる設計とする。
閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨
界防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能
等については，構造強度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性に
応じて許容限界を適切に設定する。

a.　耐震設計上考慮する状態
地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。

定義 基本方針 基本方針
評価条件

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.2 機能維持】
(2)機器・配管系
・再処理施設の安全機能として機器・配管系に要求され
る機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，止水
機能，分析機能及び廃棄機能については，「5.1　構
造強度」に基づく構造強度を確保することで，当該機能
が維持できる設計とする。
・閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機
能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機
能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気
機能，地下水排水機能，火災防護機能及びユーティリ
ティ機能については，「5.1　構造強度」に基づく構造強
度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の
特性に応じて，動的機能を維持する設計とする。
・閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機
能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機
能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気
機能，地下水排水機能，漏えい検知機能，火災防
護機能及びユーティリティ機能については，「5.1　構造強
度」に基づく構造強度を確保するとともに，当該機能が要
求される各施設の特性に応じて，電気的機能を維持す
る設計とする。
・閉じ込め機能及び臨界防止機能については，「5.1
構造強度」に基づく構造強度を確保するとともに，当該
機能が要求される各施設の特性に応じて，閉じ込め機
能及び臨界防止機能を維持する設計とする。
・動的機能維持，電気的機能維持，閉じ込め機能及
び臨界防止機能の機能維持の方針を以下に示す。

○

a.安全機能を有する施設
(a)動的機能維持
・動的機能が要求される設備は，地震時及び地震後に
おいて，その設備に要求される安全機能を維持するた
め，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震
動に対して，要求される動的機能が維持できることを実
証試験又は解析により確認することで，動的機能を維持
する設計とする。実証試験等により確認されている機能
維持加速度を超える場合には，詳細検討により機能維
持を満足する設計とする。
・動的機能が要求される弁等の機器の地震応答解析結
果の応答加速度が当該機器を支持する配管の地震応
答により増加すると考えられるときは，当該配管の地震応
答の影響を考慮し，一定の余裕を見込むこととする。

(b)電気的機能維持
・電気的機能が要求される設備は，地震時及び地震後
において，その設備に要求される安全機能を維持するた
め，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震
動に対して，要求される電気的機能が維持できることを
実証試験又は解析により確認することで，電気的機能を
維持する設計とする。

(c)閉じ込め機能の維持
・閉じ込め機能の維持が要求される設備のうち，グローブ
ボックスは，地震時及び地震後において，グローブボック
スに要求される安全機能を維持するため，安全機能を
有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，要
求される閉じ込め機能が維持できることを試験又は解析
により確認し，閉じ込め機能が維持できる設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(82/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

61 (4)　荷重の組合せと許容限界
耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。
また，耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機
能である閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機
能，臨界防止機能，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支援機能，ソースターム
制限機能，放出量の監視機能，換気機能，気密性，支持機能，操作場所及び
アクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。

上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密性，支持機能，操作
場所及びアクセスルートの保持機能等については，安全機能を有する施設の耐震重
要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，当該機能が
要求される施設の構造強度を確保することで，機能が維持できる設計とする。
閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨
界防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能
等については，構造強度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性に
応じて許容限界を適切に設定する。

a.　耐震設計上考慮する状態
地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。

定義

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○

a.安全機能を有する施設
(a)動的機能維持
・動的機能が要求される設備は，地震時及び地震後に
おいて，その設備に要求される安全機能を維持するた
め，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震
動に対して，要求される動的機能が維持できることを実
証試験又は解析により確認することで，動的機能を維持
する設計とする。実証試験等により確認されている機能
維持加速度を超える場合には，詳細検討により機能維
持を満足する設計とする。
・動的機能が要求される弁等の機器の地震応答解析結
果の応答加速度が当該機器を支持する配管の地震応
答により増加すると考えられるときは，当該配管の地震応
答の影響を考慮し，一定の余裕を見込むこととする。

(b)電気的機能維持
・電気的機能が要求される設備は，地震時及び地震後
において，その設備に要求される安全機能を維持するた
め，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震
動に対して，要求される電気的機能が維持できることを
実証試験又は解析により確認することで，電気的機能を
維持する設計とする。

(c)閉じ込め機能の維持
・閉じ込め機能の維持が要求される設備のうち，グローブ
ボックスは，地震時及び地震後において，グローブボック
スに要求される安全機能を維持するため，安全機能を
有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，要
求される閉じ込め機能が維持できることを試験又は解析
により確認し，閉じ込め機能が維持できる設計とする。

基本方針基本方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.2 機能維持】
(2)機器・配管系
・再処理施設の安全機能及び重大事故等に対処するた
めに必要な機能として機器・配管系に要求される機能の
うち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，止水機能，
分析機能及び廃棄機能については，「5.1　構造強度」
に基づく構造強度を確保することで，当該機能が維持で
きる設計とする。
・閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機
能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機
能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気
機能，地下水排水機能，火災防護機能及びユーティリ
ティ機能については，「5.1　構造強度」に基づく構造強
度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の
特性に応じて，動的機能を維持する設計とする。
・閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機
能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機
能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気
機能，地下水排水機能，漏えい検知機能，火災防
護機能及びユーティリティ機能については，「5.1　構造強
度」に基づく構造強度を確保するとともに，当該機能が要
求される各施設の特性に応じて，電気的機能を維持す
る設計とする。
・閉じ込め機能及び臨界防止機能については，「5.1
構造強度」に基づく構造強度を確保するとともに，当該
機能が要求される各施設の特性に応じて，閉じ込め機
能及び臨界防止機能を維持する設計とする。
・動的機能維持，電気的機能維持，閉じ込め機能及
び臨界防止機能の機能維持の方針を以下に示す。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

5.2 機能維持
(1)建物・構築物
a.安全機能を有する施設
b.重大事故等対処施設

(2)機器・配管系
a.安全機能を有する施設
b.重大事故等対処施設

― ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(83/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

　

　

　

 

 
 

 
 

(d)臨界防止機能の維持
・臨界防止機能の維持が要求される設備は，地震時及
び地震後において，臨界の発生を防止するため，安全
機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対し
て，核的制限値の維持に必要な形状寸法管理，複数
の機器間の面間距離の維持として地震時において発生
する変位及び変形を制限することで，臨界防止機能が
維持できる設計とする。

・これらの機能維持の考え方を，「Ⅳ－１－１－８　機
能維持の基本方針」に示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(84/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

　

　

　

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

(d)臨界防止機能の維持
・臨界防止機能の維持が要求される設備は，地震時及
び地震後において，臨界の発生を防止するため，安全
機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対し
て，核的制限値の維持に必要な形状寸法管理，複数
の機器間の面間距離の維持として地震時において発生
する変位及び変形を制限することで，臨界防止機能が
維持できる設計とする。

b.重大事故等対処施設
(a)動的機能維持
・動的機能が要求される設備は，重大事故等対処施設
の設備分類に応じた地震動に対して，「5.2(2)a.(a)
動的機能維持」と同様の設計を行うことで，動的機能を
維持する設計とする。

(b)電気的機能維持
・電気的機能が要求される設備は，重大事故等対処施
設の設備分類に応じた地震動に対して，「5.2(2)a.(b)
電気的機能維持」と同様の設計を行うことで，電気的機
能を維持する設計とする。

(c)閉じ込め機能の維持
・閉じ込め機能の維持が要求される設備のうち，グローブ
ボックスは，重大事故等対処施設の設備分類に応じた
地震動に対して，「5.2(2)a.(c) 閉じ込め機能の維持」
と同様の設計を行うことで，閉じ込め機能が維持できる
設計とする。

(d)臨界防止機能の維持
・臨界防止機能の維持が要求される設備は，重大事故
等対処施設の設備分類に応じた地震動に対して，
「5.2(2)a.(d) 臨界防止機能の維持」と同様の設計を
行うことで，臨界防止機能が維持できる設計とする。

・これらの機能維持の考え方を，「Ⅳ－１－１－８　機
能維持の基本方針」に示す。
・重大事故等対処施設の設計においては，設計基準事
故時の状態と重大事故等時の状態での評価条件の比
較を行い，重大事故等時の状態の方が厳しい場合は別
途，重大事故等時の状態にて設計を行う。

 

 
 

 
 

 

106



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(85/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.1 耐震設計上考慮する状態】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
・重大事故等対処施設について地震以外に設計上考慮
する状態
・具体的な荷重の組合せと許容限界について示した添付
書類展開先

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
・具体的な荷重の組合せと許容限界について示した添付
書類展開先

【5.1.1 耐震設計上考慮する状態】
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
・機器・配管系の地震以外に設計上考慮する状態

―(b)　重大事故等対処施設
イ．建物・構築物
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)重大事故等時の状態
再処理施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の状態で，重大事
故等対処施設の機能を必要とする状態。
(ハ)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。

62

63

ロ．機器・配管系
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)運転時の異常な過渡変化時の状態
運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の
単一の誤操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって発生する
異常な状態であって，当該状態が継続した場合には温度，圧力，流量その他の再
処理施設の状態を示す事項が安全設計上許容される範囲を超えるおそれがあるものと
して安全設計上想定すべき事象が発生した状態。
(ハ)設計基準事故時の状態
発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって，当該状態が発
生した場合には再処理施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして
安全設計上想定すべき事象が発生した状態。

定義 基本方針 ――

基本方針 基本方針
評価条件

基本方針
評価条件

定義

○Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.1 耐震設計上考慮する状態】
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
(a)運転時の状態
・再処理施設が運転している状態。
(b)運転時の異常な過渡変化時の状態
・運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しく
はその誤作動又は運転員の単一の誤操作及びこれらと
類似の頻度で発生すると予想される外乱によって発生す
る異常な状態であって，当該状態が継続した場合には
温度，圧力，流量その他の再処理施設の状態を示す
事項が安全設計上許容される範囲を超えるおそれがある
ものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態。
(c)設計基準事故時の状態
・発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な
状態であって，当該状態が発生した場合には再処理施
設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとし
て安全設計上想定すべき事象が発生した状態。

― ―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態

――

―

―

基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(86/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

(b)　重大事故等対処施設
イ．建物・構築物
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)重大事故等時の状態
再処理施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の状態で，重大事
故等対処施設の機能を必要とする状態。
(ハ)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。

62

63

ロ．機器・配管系
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)運転時の異常な過渡変化時の状態
運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の
単一の誤操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって発生する
異常な状態であって，当該状態が継続した場合には温度，圧力，流量その他の再
処理施設の状態を示す事項が安全設計上許容される範囲を超えるおそれがあるものと
して安全設計上想定すべき事象が発生した状態。
(ハ)設計基準事故時の状態
発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって，当該状態が発
生した場合には再処理施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして
安全設計上想定すべき事象が発生した状態。

定義

定義

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ 基本方針基本方針 ―― ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
・再処理施設は，重大事故等対処施設の設備分類に
応じた地震力による荷重と地震力以外の荷重の組合せ
を適切に考慮した上で，構造強度を確保する設計とす
る。また，変位及び変形に対し，設計上の配慮を行う。
・具体的な荷重の組合せ及び許容限界は「Ⅳ－１－１
－８ 機能維持の基本方針」に示す。
【5.1.1 耐震設計上考慮する状態】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
(a)運転時の状態
・再処理施設が運転している状態。
(b)重大事故等時の状態
・再処理施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は
重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能を必
要とする状態。
(c)設計用自然条件
・設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積
雪，風)。

第１回と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(87/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.2 荷重の種類】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
・安全機能を有する施設の荷重の種類

基本方針
評価条件

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.2 荷重の種類
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

64

66

b.　荷重の種類
(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，すなわち固
定荷重，積載荷重，土圧及び水圧
(ロ)運転時の状態で施設に作用する荷重
(ハ)地震力，積雪荷重及び風荷重
ただし，運転時の状態で施設に作用する荷重には，機器・配管系から作用する荷重
が含まれるものとし，地震力には，地震時土圧，地震時水圧及び機器・配管系から
の反力が含まれるものとする。

―

――Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.2 荷重の種類
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系

定義

65

基本方針
評価条件

定義

定義

基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.1 耐震設計上考慮する状態】
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系
・機器・配管系の地震以外に設計上考慮する状態

基本方針 ―

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.2 荷重の種類
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

―

○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.2 荷重の種類】
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
・安全機能を有する施設の荷重の種類

基本方針
評価条件

基本方針

ロ．機器・配管系
(イ)運転時の状態で施設に作用する荷重
(ロ)運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重
(ハ)設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重
(ニ)地震力
ただし，各状態において施設に作用する荷重には，常時作用している荷重，すなわち
自重等の固定荷重が含まれるものとする。また，屋外に設置される施設については，
建物・構築物に準じる。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.2 荷重の種類
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系

―ロ．機器・配管系
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)運転時の異常な過渡変化時の状態
運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の
単一の誤操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって発生する
異常な状態であって，当該状態が継続した場合には温度，圧力，流量その他の再
処理施設の状態を示す事項が安全設計上許容される範囲を超えるおそれがあるものと
して安全設計上想定すべき事象が発生した状態。
(ハ)設計基準事故時の状態
発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって，当該状態が発
生した場合には再処理施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして
安全設計上想定すべき事象が発生した状態。
(ニ)重大事故等時の状態
再処理施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の状態で，重大事
故等対処施設の機能を必要とする状態。

――

― ○

基本方針 ―

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.2 荷重の種類】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
(a)再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作
用している荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧
及び水圧
(b)運転時の状態で施設に作用する荷重
(c)地震力，積雪荷重及び風荷重
・運転時の状態で施設に作用する荷重には，機器・配
管系から作用する荷重が含まれるものとし，地震力に
は，地震時の土圧，機器・配管系からの反力，スロッシ
ング等による荷重が含まれるものとする。

―

基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.2 荷重の種類】
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
(a)運転時の状態で施設に作用する荷重
(b)運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用す
る荷重
(c)設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重
(d)地震力
・各状態において施設に作用する荷重には，常時作用し
ている荷重，すなわち自重等の固定荷重が含まれるもの
とする。また，屋外に設置される施設の積雪荷重及び風
荷重については，建物・構築物に準じる。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(88/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

64

66

b.　荷重の種類
(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，すなわち固
定荷重，積載荷重，土圧及び水圧
(ロ)運転時の状態で施設に作用する荷重
(ハ)地震力，積雪荷重及び風荷重
ただし，運転時の状態で施設に作用する荷重には，機器・配管系から作用する荷重
が含まれるものとし，地震力には，地震時土圧，地震時水圧及び機器・配管系から
の反力が含まれるものとする。

定義

65 定義

定義

ロ．機器・配管系
(イ)運転時の状態で施設に作用する荷重
(ロ)運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重
(ハ)設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重
(ニ)地震力
ただし，各状態において施設に作用する荷重には，常時作用している荷重，すなわち
自重等の固定荷重が含まれるものとする。また，屋外に設置される施設については，
建物・構築物に準じる。

ロ．機器・配管系
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)運転時の異常な過渡変化時の状態
運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の
単一の誤操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって発生する
異常な状態であって，当該状態が継続した場合には温度，圧力，流量その他の再
処理施設の状態を示す事項が安全設計上許容される範囲を超えるおそれがあるものと
して安全設計上想定すべき事象が発生した状態。
(ハ)設計基準事故時の状態
発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって，当該状態が発
生した場合には再処理施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして
安全設計上想定すべき事象が発生した状態。
(ニ)重大事故等時の状態
再処理施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の状態で，重大事
故等対処施設の機能を必要とする状態。

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○

第１回と同一

基本方針

第１回と同一

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系

――基本方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.1 耐震設計上考慮する状態】
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系
(a)運転時の状態
・再処理施設が運転している状態。
(b)運転時の異常な過渡変化時の状態
・運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しく
はその誤作動又は運転員の単一の誤操作及びこれらと
類似の頻度で発生すると予想される外乱によって発生す
る異常な状態であって，当該状態が継続した場合には
温度，圧力，流量その他の再処理施設の状態を示す
事項が安全設計上許容される範囲を超えるおそれがある
ものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態。
(c)設計基準事故時の状態
・発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な
状態であって，当該状態が発生した場合には再処理施
設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとし
て安全設計上想定すべき事象が発生した状態。
(d)重大事故等時の状態
・再処理施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は
重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能を必
要とする状態。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(89/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

基本方針
評価条件

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.2 荷重の種類】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
・重大事故等対処施設の荷重の種類

基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.2 荷重の種類
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物

68

(b)　重大事故等対処施設
イ．建物・構築物
(イ)再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，すなわち固
定荷重，積載荷重，土圧及び水圧
(ロ)運転時の状態で施設に作用する荷重
(ハ)重大事故等時の状態で施設に作用する荷重
(ニ)地震力，積雪荷重及び風荷重
ただし，運転時及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重には，機器・配管
系から作用する荷重が含まれるものとし，地震力には，地震時土圧，地震時水圧及
び機器・配管系からの反力が含まれるものとする。

―

67

ロ．機器・配管系
(イ)運転時の状態で施設に作用する荷重
(ロ)運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重
(ハ)設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重
(ニ)重大事故等時の状態で施設に作用する荷重
(ホ)地震力
ただし，各状態において施設に作用する荷重には，常時作用している荷重，すなわち
自重等の固定荷重が含まれるものとする。また，屋外に設置される施設については，
建物・構築物に準じる。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.2 荷重の種類
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系

―

―基本方針
評価条件

―

―

定義 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.2 荷重の種類】
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系
・重大事故等対処施設の荷重の種類

定義 ――

――

―

―

基本方針 ―

―

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(90/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

68

(b)　重大事故等対処施設
イ．建物・構築物
(イ)再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，すなわち固
定荷重，積載荷重，土圧及び水圧
(ロ)運転時の状態で施設に作用する荷重
(ハ)重大事故等時の状態で施設に作用する荷重
(ニ)地震力，積雪荷重及び風荷重
ただし，運転時及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重には，機器・配管
系から作用する荷重が含まれるものとし，地震力には，地震時土圧，地震時水圧及
び機器・配管系からの反力が含まれるものとする。

67

ロ．機器・配管系
(イ)運転時の状態で施設に作用する荷重
(ロ)運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重
(ハ)設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重
(ニ)重大事故等時の状態で施設に作用する荷重
(ホ)地震力
ただし，各状態において施設に作用する荷重には，常時作用している荷重，すなわち
自重等の固定荷重が含まれるものとする。また，屋外に設置される施設については，
建物・構築物に準じる。

定義

定義

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.2 荷重の種類
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系

○ 基本方針 ―基本方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.2 荷重の種類】
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系
(a)運転時の状態で施設に作用する荷重
(b)運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用す
る荷重
(c)設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重
(d)重大事故等時の状態で施設に作用する荷重
(e)地震力
・各状態において施設に作用する荷重には，常時作用し
ている荷重，すなわち自重等の固定荷重が含まれるもの
とする。また，屋外に設置される施設の積雪荷重及び風
荷重については，建物・構築物に準じる。

― ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.2 荷重の種類
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物

基本方針

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.2 荷重の種類】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
(a)再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作
用している荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧
及び水圧
(b)運転時の状態で施設に作用する荷重
(c)重大事故等時の状態で施設に作用する荷重
(d)地震力，積雪荷重及び風荷重
・運転時及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷
重には，機器・配管系から作用する荷重が含まれるもの
とし，地震力には，地震時の土圧，機器・配管系から
の反力，スロッシング等による荷重が含まれるものとする。

―基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(91/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

基本方針
評価方法

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.3 荷重の組合せ】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
・安全機能を有する施設の地震力と他の荷重との組合せ
・基準地震動による地震力，弾性設計用地震動による
地震力と組み合わせる場合の土圧及び水圧に対する説
明

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.3 荷重の組合せ
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系

基本方針69

70 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.3 荷重の組合せ】
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
・安全機能を有する施設の地震力と他の荷重との組合せ
・屋外に設置される施設の積雪荷重及び風荷重の組合
せの方針

定義

ロ．機器・配管系
(イ)Ｓクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施
設に作用する荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重，設計基準事故時
に生じる荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震
力又は静的地震力とを組み合わせる。
(ロ)Ｂクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施
設に作用する荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重と共振影響検討用の
地震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。
(ハ)Ｃクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施
設に作用する荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重と静的地震力とを組
み合わせる。
なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷
重を組み合わせる。

基本方針定義

c.　荷重の組合せ
地震力と他の荷重との組合せについては，「3.3 外部からの衝撃による損傷の防止」
で設定している風及び積雪による荷重を考慮し，以下のとおり設定する。
(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)Ｓクラスの建物・構築物については，常時作用している荷重(固定荷重，積載荷
重，土圧及び水圧)，運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷
重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。
(ロ)Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物については，常時作用している荷
重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，運転時の状態で施設に作用する荷
重，積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓ以外の地震動による地震力又は静的
地震力とを組み合わせる。
この際，常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準地震動Ｓｓに
よる地震力又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合わせる場合は，当該
地震時の土圧及び水圧とする。

― ―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.3 荷重の組合せ
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

○― 基本方針

○ 基本方針

基本方針
評価方法

―

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.3 荷重の組合せ】
・地震力と他の荷重との組合せは以下による。
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
(a)Ｓクラスの建物・構築物については，常時作用してい
る荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，運転
時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷
重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。
(b)Ｓクラスの建物・構築物については，常時作用してい
る荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，運転
時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷
重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地
震力とを組み合わせる。
(c)Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物については，常
時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び
水圧)，運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷
重及び風荷重と，動的地震力又は静的地震力とを組
み合わせる。
・常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧につい
て，基準地震動Ｓｓによる地震力又は弾性設計用地
震動Ｓｄによる地震力と組み合わせる場合は，当該地
震時の土圧及び水圧とする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.3 荷重の組合せ】
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
(a)Ｓクラスの機器・配管系については，常時作用してい
る荷重，運転時の状態で施設に作用する荷重と地震力
とを組み合わせる。
(b)Ｓクラスの機器・配管系については，運転時の異常
な過渡変化時の状態及び設計基準事故時の状態のうち
地震によって引き起こされるおそれのある事故等によって施
設に作用する荷重は，その事故事象の継続時間等との
関係を踏まえ，適切な地震力とを組み合わせる。
(c)Ｂクラスの機器・配管系については，常時作用してい
る荷重，運転時の状態で施設に作用する荷重，運転
時の異常な過渡変化時に生じる荷重と共振影響検討用
の地震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせ
る。
(d)Ｃクラスの機器・配管系については，常時作用してい
る荷重，運転時の状態で施設に作用する荷重，運転
時の異常な過渡変化時に生じる荷重と静的地震力とを
組み合わせる。
・屋外に設置される施設については，建物・構築物と同
様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.3 荷重の組合せ
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.3 荷重の組合せ
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(92/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

69

70

定義

ロ．機器・配管系
(イ)Ｓクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施
設に作用する荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重，設計基準事故時
に生じる荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震
力又は静的地震力とを組み合わせる。
(ロ)Ｂクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施
設に作用する荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重と共振影響検討用の
地震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。
(ハ)Ｃクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施
設に作用する荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重と静的地震力とを組
み合わせる。
なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷
重を組み合わせる。

定義

c.　荷重の組合せ
地震力と他の荷重との組合せについては，「3.3 外部からの衝撃による損傷の防止」
で設定している風及び積雪による荷重を考慮し，以下のとおり設定する。
(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)Ｓクラスの建物・構築物については，常時作用している荷重(固定荷重，積載荷
重，土圧及び水圧)，運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷
重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。
(ロ)Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物については，常時作用している荷
重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，運転時の状態で施設に作用する荷
重，積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓ以外の地震動による地震力又は静的
地震力とを組み合わせる。
この際，常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準地震動Ｓｓに
よる地震力又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合わせる場合は，当該
地震時の土圧及び水圧とする。

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

第１回と同一

第１回と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(93/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.3 荷重の組合せ】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
・重大事故等対処施設の地震力と他の荷重との組合せ
・基準地震動による地震力，弾性設計用地震動による
地震力と組み合わせる場合の土圧及び水圧に対する説
明

基本方針 基本方針
評価方法

71 定義(b)　重大事故等対処施設
イ．建物・構築物
(イ)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建
物・構築物については，常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水
圧)，積雪荷重，風荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と基準地震動Ｓ
ｓによる地震力とを組み合わせる。
(ロ)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建
物・構築物については，常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水
圧)，積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，
地震によって引き起こされるおそれがある事象によって作用する荷重と基準地震動Ｓｓ
による地震力とを組み合わせる。
(ハ)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建
物・構築物については，常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水
圧)，積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，
地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重は，その事故事象の発生確
率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力(基準地
震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力)と組み合わせる。この組合せに
ついては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考
慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策の成
立性も考慮した上で設定する。
(ニ)常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用している荷重(固
定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，運転時の状態で施設に作用する荷重，積
雪荷重及び風荷重と，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力とを
組み合わせる。
この際，常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準地震動Ｓｓに
よる地震力又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合わせる場合は，当該
地震時の土圧及び水圧とする。

― ―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.3 荷重の組合せ
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物

―― ―― ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(94/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

71 定義(b)　重大事故等対処施設
イ．建物・構築物
(イ)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建
物・構築物については，常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水
圧)，積雪荷重，風荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と基準地震動Ｓ
ｓによる地震力とを組み合わせる。
(ロ)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建
物・構築物については，常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水
圧)，積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，
地震によって引き起こされるおそれがある事象によって作用する荷重と基準地震動Ｓｓ
による地震力とを組み合わせる。
(ハ)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建
物・構築物については，常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水
圧)，積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，
地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重は，その事故事象の発生確
率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力(基準地
震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力)と組み合わせる。この組合せに
ついては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考
慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策の成
立性も考慮した上で設定する。
(ニ)常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用している荷重(固
定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，運転時の状態で施設に作用する荷重，積
雪荷重及び風荷重と，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力とを
組み合わせる。
この際，常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準地震動Ｓｓに
よる地震力又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合わせる場合は，当該
地震時の土圧及び水圧とする。

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.3 荷重の組合せ
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.3 荷重の組合せ】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
(a)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される
重大事故等対処施設の建物・構築物については，常時
作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水
圧)，積雪荷重，風荷重及び運転時の状態で施設に
作用する荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み
合わせる。
(b)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される
重大事故等対処施設の建物・構築物については，常時
作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水
圧)，積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態で
施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされる
おそれがある事象によって作用する荷重と基準地震動Ｓ
ｓによる地震力とを組み合わせる。
(c)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重
大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作
用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水
圧)，積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態で
施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされる
おそれがない事象による荷重は，その事故事象の発生確
率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏ま
え，適切な地震力(基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用
地震動Ｓｄによる地震力)と組み合わせる。この組合せに
ついては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震
動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に
勘案の上設定する。なお，継続時間については対策の
成立性も考慮した上で設定する。
・以上を踏まえ，重大事故等時の状態で施設に作用す
る荷重と地震力との組合せについては，いったん事故が発
生した場合，長時間継続する事象による荷重と弾性設
計用地震動Ｓｄによる地震力とを組み合わせ，その状
態からさらに長期的に継続する事象による荷重と基準地
震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせることとなるが，弾
性設計用地震動Ｓｄとの組合せの目安となる継続時間
がごく僅かであることから，重大事故等時の荷重と組み合
わせる地震力は，基準地震動Ｓｓによる地震力とする。
(d)常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重
大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設
の建物・構築物については，常時作用している荷重(固
定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，運転時の状態
で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と，弾
性設計用地震動Ｓｄに2分の1を乗じたものによる地震
力又は静的地震力とを組み合わせる。
・常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧につい
て，基準地震動Ｓｓによる地震力，弾性設計用地震
動Ｓｄに2分の1を乗じたものによる地震力と組み合わせ
る場合は，当該地震時の土圧及び水圧とする。

○ ―― ―基本方針基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(95/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

基本方針定義72 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.3 荷重の組合せ】
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系
・重大事故等対処施設の地震力と他の荷重との組合せ
・屋外に設置される施設の積雪荷重及び風荷重の組合
せの方針

ロ．機器・配管系
(イ)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機
器・配管系については，常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する
荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。
(ロ)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機
器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の異常な過渡変化時の状
態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のう
ち，地震によって引き起こされるおそれがある事象によって作用する荷重と基準地震動
Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。
(ハ)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機
器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の異常な過渡変化時の状
態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のう
ち，地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重は，基準地震動Ｓｓ又
は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合わせる。
(ニ)常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設の機器・配管系については，常時作用している荷重，運
転時の状態で施設に作用する荷重及び運転時の異常な過渡変化時の状態と弾性
設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力とを組み合わせる。
なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷
重を組み合わせる。

―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.3 荷重の組合せ
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系

基本方針
評価方法

― ―― ―― ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(96/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

定義72 ロ．機器・配管系
(イ)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機
器・配管系については，常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する
荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。
(ロ)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機
器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の異常な過渡変化時の状
態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のう
ち，地震によって引き起こされるおそれがある事象によって作用する荷重と基準地震動
Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。
(ハ)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機
器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の異常な過渡変化時の状
態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のう
ち，地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重は，基準地震動Ｓｓ又
は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合わせる。
(ニ)常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設の機器・配管系については，常時作用している荷重，運
転時の状態で施設に作用する荷重及び運転時の異常な過渡変化時の状態と弾性
設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力とを組み合わせる。
なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷
重を組み合わせる。

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ ― ―基本方針 【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.3 荷重の組合せ】
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系
(a)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される
重大事故等対処施設の機器・配管系については，常時
作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する
荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。
(b)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される
重大事故等対処施設の機器・配管系については，常時
作用している荷重，運転時の異常な過渡変化時の状
態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態
で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされ
るおそれがある事象によって作用する荷重と基準地震動
Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。
(c)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重
大事故等対処施設の機器・配管系の，常時作用してい
る荷重，運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基
準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作
用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれが
ない事象による荷重と，基準地震動Ｓｓ又は弾性設計
用地震動Ｓｄによる地震力との組合せについては，事
故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確
率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定
する。なお，継続時間については対策の成立性も考慮し
た上で設定する。
・以上を踏まえ，重大事故等時の状態で施設に作用す
る荷重と地震力との組合せについては，いったん事故が発
生した場合，長時間継続する事象による荷重と弾性設
計用地震動Ｓｄによる地震力とを組み合わせ，その状
態からさらに長期的に継続する事象による荷重と基準地
震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせることとなるが，弾
性設計用地震動Ｓｄとの組合せの目安となる継続時間
がごく僅かであることから，重大事故等時の荷重と組み合
わせる地震力は，基準地震動Ｓｓによる地震力とする。
(d)常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重
大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設
の機器・配管系については，常時作用している荷重，運
転時の状態で施設に作用する荷重及び運転時の異常な
過渡変化時の状態と弾性設計用地震動Ｓｄに2分の1
を乗じたものによる地震力又は静的地震力とを組み合わ
せる。
・屋外に設置される施設については，建物・構築物と同
様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。

―基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.3 荷重の組合せ
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(97/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.3 荷重の組合せ
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系

5.1.4 荷重の組合せ上の留意事項

(c)　荷重の組合せ上の留意事項
イ．　安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築
物の当該部分の支持機能を確認する場合においては，支持される施設の耐震重要
度に応じた地震力と常時作用している荷重，運転時に施設に作用する荷重とを組み
合わせる。
ロ. 　安全機能を有する施設のうち機器・配管系の運転時の異常な過渡変化時及び
設計基準事故(以下「事故等」という。)時に生じるそれぞれの荷重については，地震に
よって引き起こされるおそれのある事故等によって作用する荷重及び地震によって引き起
こされるおそれのない事故等であっても，いったん事故等が発生した場合，長時間継
続する事故等による荷重は，その事故等の発生確率，継続時間及び地震動の超過
確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて考慮する。
ハ.　安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用する動的地震力は，
水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。
ニ.　積雪荷重については，屋外に設置されている安全機能を有する施設及び重大事
故等対処施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設や，常時作用している荷重
に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地震力との組合せを考慮する。
ホ.　風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている安全機能を有
する施設及び重大事故等対処施設のうち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対
的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設においては，地震力との組合せ
を考慮する。
ヘ.　荷重として考慮する水圧のうち地下水圧については，地下水排水設備による地
下水位の低下を踏まえた設計用地下水位に基づき設定する。
ト.　設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の
支持機能を確認する場合においては，支持される施設の設備分類に応じた地震力と
常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，運転時の状態で
施設に作用する荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重並びに積雪荷
重及び風荷重を組み合わせる。
チ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機
器・配管系の，常時作用している荷重，運転時の異常な過渡変化時の状態，設計
基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震に
よって引き起こされるおそれがない事象による荷重と，基準地震動Ｓｓ又は弾性設計
用地震動Ｓｄによる地震力との組合せについては，事故事象の発生確率，継続時
間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定す
る。なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。
リ.常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備で，代替
する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備のうち，Ｓクラスの施設
は常設耐震重要重大事故等対処設備に係る機器・配管系の荷重の組合せを適用
する。

73 定義 基本方針 基本方針
評価方法

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.3 荷重の組合せ】
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
(e) 機器・配管系の運転時の異常な過渡変化時及び
設計基準事故(以下「事故等」という。)時に生じるそれぞ
れの荷重については，地震によって引き起こされるおそれ
のある事故等によって作用する荷重及び地震によって引き
起こされるおそれのない事故等であっても，いったん事故
等が発生した場合，長時間継続する事故等によって作
用する荷重は，その事故等の発生確率，継続時間及
び地震動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と
組み合わせて考慮する。
・運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事
故の状態で施設に作用する荷重は，運転時の状態で施
設に作用する荷重を超えるもの及び長時間施設に作用
するものがないため，地震荷重と組み合わせるものはな
い。

【5.1.4 荷重の組合せ上の留意事項】
(1) 安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる
施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を
確認する場合においては，支持される施設の耐震重要
度に応じた地震力と常時作用している荷重，運転時に
施設に作用する荷重とを組み合わせる。
(2) 安全機能を有する施設に適用する動的地震力は，
水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて
算定するものとする。
(3) ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しいこ
とが判明している場合には，その妥当性を示した上で，そ
の他の荷重の組合せ状態での評価は行わないものとす
る。
(4) 複数の荷重が同時に作用し，それらの荷重による応
力の各ピークの生起時刻に明らかなずれがある場合は，
その妥当性を示した上で，必ずしもそれぞれの応力のピー
ク値を重ねなくてもよいものとする。
(5) 積雪荷重については，屋外に設置されている安全
機能を有する施設のうち，積雪による受圧面積が小さい
施設や，常時作用している荷重に対して積雪荷重の割
合が無視できる施設を除き，地震力との組合せを考慮す
る。
(6) 風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に
設置されている安全機能を有する施設のうち，風荷重の
影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構
造，形状及び仕様の施設においては，地震力との組合
せを考慮する。
(7) 荷重として考慮する水圧のうち地下水圧について
は，地下水排水設備による地下水位の低下を踏まえた
設計用地下水位に基づき設定する。

基本方針Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.3 荷重の組合せ】
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
・運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に
生じるそれぞれの荷重を組み合わせる場合の考慮事項
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系
・運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時及
び重大事故時に生じるそれぞれの荷重を組み合わせる場
合の考慮事項

【5.1.4 荷重の組合せ上の留意事項】
・積雪，風荷重等，荷重の組合せに対する留意事項

○― ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.3 荷重の組合せ
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系

5.1.4 荷重の組合せ上の留意事項
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(98/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

(c)　荷重の組合せ上の留意事項
イ．　安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築
物の当該部分の支持機能を確認する場合においては，支持される施設の耐震重要
度に応じた地震力と常時作用している荷重，運転時に施設に作用する荷重とを組み
合わせる。
ロ. 　安全機能を有する施設のうち機器・配管系の運転時の異常な過渡変化時及び
設計基準事故(以下「事故等」という。)時に生じるそれぞれの荷重については，地震に
よって引き起こされるおそれのある事故等によって作用する荷重及び地震によって引き起
こされるおそれのない事故等であっても，いったん事故等が発生した場合，長時間継
続する事故等による荷重は，その事故等の発生確率，継続時間及び地震動の超過
確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて考慮する。
ハ.　安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用する動的地震力は，
水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。
ニ.　積雪荷重については，屋外に設置されている安全機能を有する施設及び重大事
故等対処施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設や，常時作用している荷重
に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地震力との組合せを考慮する。
ホ.　風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている安全機能を有
する施設及び重大事故等対処施設のうち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対
的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設においては，地震力との組合せ
を考慮する。
ヘ.　荷重として考慮する水圧のうち地下水圧については，地下水排水設備による地
下水位の低下を踏まえた設計用地下水位に基づき設定する。
ト.　設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の
支持機能を確認する場合においては，支持される施設の設備分類に応じた地震力と
常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，運転時の状態で
施設に作用する荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重並びに積雪荷
重及び風荷重を組み合わせる。
チ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機
器・配管系の，常時作用している荷重，運転時の異常な過渡変化時の状態，設計
基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震に
よって引き起こされるおそれがない事象による荷重と，基準地震動Ｓｓ又は弾性設計
用地震動Ｓｄによる地震力との組合せについては，事故事象の発生確率，継続時
間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定す
る。なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。
リ.常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備で，代替
する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備のうち，Ｓクラスの施設
は常設耐震重要重大事故等対処設備に係る機器・配管系の荷重の組合せを適用
する。

73 定義

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.3 荷重の組合せ
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系

5.1.4 荷重の組合せ上の留意事項

― ―○ 基本方針 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.3 荷重の組合せ】
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
(e) 機器・配管系の運転時の異常な過渡変化時及び
設計基準事故(以下「事故等」という。)時に生じるそれぞ
れの荷重については，地震によって引き起こされるおそれ
のある事故等によって作用する荷重及び地震によって引き
起こされるおそれのない事故等であっても，いったん事故
等が発生した場合，長時間継続する事故等による荷重
は，その事故等の発生確率，継続時間及び地震動の
超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせ
て考慮する。
・運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事
故の状態で施設に作用する荷重は，運転時の状態で施
設に作用する荷重を超えるもの及び長時間施設に作用
するものがないため，地震荷重と組み合わせるものはな
い。

(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系
(C) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される
重大事故等対処施設の機器・配管系の，常時作用し
ている荷重，運転時の異常な過渡変化時の状態，設
計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設
に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそ
れがない事象による荷重と，基準地震動Ｓｓ又は弾性
設計用地震動Ｓｄによる地震力との組合せについて
は，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年
超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の
上設定する。なお，継続時間については対策の成立性も
考慮した上で設定する。
・以上を踏まえ，重大事故等時の状態で施設に作用す
る荷重と地震力との組合せについては，いったん事故が発
生した場合，長時間継続する事象による荷重と弾性設
計用地震動Ｓｄによる地震力とを組み合わせ，その状
態からさらに長期的に継続する事象による荷重と基準地
震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせることとなるが，弾
性設計用地震動Ｓｄとの組合せの目安となる継続時間
がごく僅かであることから，重大事故等時の荷重と組み合
わせる地震力は，基準地震動Ｓｓによる地震力とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(99/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(100/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

　
　

 　

　

　

　

　

　

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

【5.1.4 荷重の組合せ上の留意事項】
(1) 安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる
施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を
確認する場合においては，支持される施設の耐震重要
度に応じた地震力と常時作用している荷重，運転時に
施設に作用する荷重とを組み合わせる。
(2) 安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設
に適用する動的地震力は，水平2方向及び鉛直方向に
ついて適切に組み合わせて算定するものとする。
(3) ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しいこ
とが判明している場合には，その妥当性を示した上で，そ
の他の荷重の組合せ状態での評価は行わないものとす
る。
(4) 複数の荷重が同時に作用し，それらの荷重による応
力の各ピークの生起時刻に明らかなずれがある場合は，
その妥当性を示した上で，必ずしもそれぞれの応力のピー
ク値を重ねなくてもよいものとする。
(5) 積雪荷重については，屋外に設置されている安全
機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち，積
雪による受圧面積が小さい施設や，常時作用している荷
重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，
地震力との組合せを考慮する。
(6) 風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に
設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等
対処施設のうち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相
対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設
においては，地震力との組合せを考慮する。
(7) 荷重として考慮する水圧のうち地下水圧について
は，地下水排水設備による地下水位の低下を踏まえた
設計用地下水位に基づき設定する。
(8) 設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持す
る建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合
においては，支持される施設の設備分類に応じた地震力
と常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧
及び水圧)，運転時の状態で施設に作用する荷重及び
重大事故等時の状態で施設に作用する荷重並びに積
雪荷重及び風荷重を組み合わせる。
(9) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設
重大事故等対処設備で，代替する安全機能を有する
施設がない常設重大事故等対処設備のうち，Ｓクラス
の施設は常設耐震重要重大事故等対処設備に係る機
器・配管系の荷重の組合せを適用する。

122



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(101/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

76 (ロ)　Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物(土木構造物を除く。)
上記(イ)ⅱ.による許容応力度を許容限界とする。

定義 基本方針 基本方針
評価方法

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
・Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用する許容限界

― ― ○ 基本方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
(b) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物(土木構造物を
除く。)
・上記(a)ロ.による許容応力度を許容限界とする。

77 (ハ)　建物・構築物の保有水平耐力
建物・構築物(土木構造物を除く。)については，当該建物・構築物の保有水平耐力
が必要保有水平耐力に対して，耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有しているこ
とを確認する。

定義 基本方針 基本方針
評価方法

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
・建物・構築物(土木構造物を除く。)の保有水平耐力

― ― ○ 基本方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
(d) 建物・構築物の保有水平耐力
・建物・構築物(構築物(屋外機械基礎)及び土木構造
物を除く。)については，当該建物・構築物の保有水平
耐力が必要保有水平耐力に対して，耐震重要度に応
じた適切な安全余裕を有していることを確認する。

―

基本方針
評価方法

基本方針

74

(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)　Ｓクラスの建物・構築物(土木構造物を除く。)
ⅰ．基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界
建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変
形に対して十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時
のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を有することとする。
なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき，
その変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし，既往の実験式等に
基づき適切に定めるものとする。
ⅱ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容
限界
Ｓクラスの建物・構築物については，地震力に対しておおむね弾性状態に留まるよう
に，発生する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基
準による許容応力度を許容限界とする。

基本方針
評価方法

定義 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
・各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対
する許容限界

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

8. ダクティリティに関する考慮

d.　許容限界
各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は，以下のとお
りとし，安全上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されてい
る値を用いる。

75

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

8. ダクティリティに関する考慮

基本方針

― ○定義

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
・Ｓクラスの施設に適用する許容限界

【8. ダクティリティに関する考慮】
・構造安全性を高めるための材料選定等の留意事項及
び具体的な留意事項の添付書類展開先

― 基本方針

○ 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
・各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対
する許容限界は次のとおりとし，JEAG4601等の安全上
適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が
確認されている値を用いる。

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
(a) Ｓクラスの建物・構築物(土木構造物を除く。)
イ．基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する
許容限界
・建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断
ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有
し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力
時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を
持たせることとする。
・終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を
漸次増大していくとき，その変形又はひずみが著しく増加
するに至る限界の最大耐力とし，既往の実験式等に基
づき適切に定めるものとする。
ロ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地
震力との組合せに対する許容限界
・地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発
生する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認
められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とす
る。

【8.ダクティリティに関する考慮】
・再処理施設は，構造安全性を一層高めるために，材
料の選定等に留意し，その構造体のダクティリティを高め
るよう設計する。具体的には，「Ⅳ－１－１－９ 構造
計画，材料選択上の留意点」に示す。

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(102/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

76 (ロ)　Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物(土木構造物を除く。)
上記(イ)ⅱ.による許容応力度を許容限界とする。

定義

77 (ハ)　建物・構築物の保有水平耐力
建物・構築物(土木構造物を除く。)については，当該建物・構築物の保有水平耐力
が必要保有水平耐力に対して，耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有しているこ
とを確認する。

定義

74

(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)　Ｓクラスの建物・構築物(土木構造物を除く。)
ⅰ．基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界
建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変
形に対して十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時
のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を有することとする。
なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき，
その変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし，既往の実験式等に
基づき適切に定めるものとする。
ⅱ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容
限界
Ｓクラスの建物・構築物については，地震力に対しておおむね弾性状態に留まるよう
に，発生する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基
準による許容応力度を許容限界とする。

定義d.　許容限界
各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は，以下のとお
りとし，安全上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されてい
る値を用いる。

75 定義

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

第１回と同一

第１回と同一

第１回と同一

第１回と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(103/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

― ○Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
・屋外重要土木構造物に適用する許容限界

【8.ダクティリティに関する考慮】
・構造安全性を高めるための材料選定等の留意事項及
び具体的な留意事項の添付書類展開先

基本方針

基本方針定義

定義

79 (ホ) その他の土木構造物
安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

8.ダクティリティに関する考慮

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

8. ダクティリティに関する考慮

78 ―基本方針
評価方法

基本方針
評価方法

基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
(e) 屋外重要土木構造物
イ．基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する
許容限界
・構造部材の曲げについては限界層間変形角(1/100)
又は終局曲率，せん断についてはせん断耐力を許容限
界とする。
・限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の許容
限界に対しては妥当な安全余裕を持たせることとする。
ロ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地
震力との組合せに対する許容限界
・地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発
生する応力に対して，安全上適切と認められる規格及び
基準による許容応力度を許容限界とする。

【8.　ダクティリティに関する考慮】
再処理施設は，構造安全性を一層高めるために，材料
の選定等に留意し，その構造体のダクティリティを高めるよ
う設計する。具体的には，「Ⅳ－１－１－９ 構造計
画，材料選択上の留意点」に示す。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

8. ダクティリティに関する考慮

(二)　屋外重要土木構造物
ⅰ．基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界
構造部材の曲げについては限界層間変形角(層間変形角1/100)又は終局曲率，
せん断についてはせん断耐力を許容限界とする。
なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の許容限界に対しては妥当な
安全余裕を持たせることとする。
ⅱ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容
限界
地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発生する応力に対して，安全上
適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。

―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
・その他の土木構造物に適用する許容限界

【8.ダクティリティに関する考慮】
・構造安全性を高めるための材料選定等の留意事項及
び具体的な留意事項の添付書類展開先

―

基本方針

○ ―

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
(f) その他の土木構造物
安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力
度を許容限界とする。

【8.　ダクティリティに関する考慮】
再処理施設は，構造安全性を一層高めるために，材料
の選定等に留意し，その構造体のダクティリティを高めるよ
う設計する。具体的には，「Ⅳ－１－１－９ 構造計
画，材料選択上の留意点」に示す。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

8. ダクティリティに関する考慮
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(104/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

定義

定義

79 (ホ) その他の土木構造物
安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。

78 (二)　屋外重要土木構造物
ⅰ．基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界
構造部材の曲げについては限界層間変形角(層間変形角1/100)又は終局曲率，
せん断についてはせん断耐力を許容限界とする。
なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の許容限界に対しては妥当な
安全余裕を持たせることとする。
ⅱ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容
限界
地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発生する応力に対して，安全上
適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

第１回と同一

第１回と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(105/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

81 (ロ)　Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系
上記(イ)ⅱ.による応力を許容限界とする。

定義 基本方針 基本方針
評価方法

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
・Ｂクラス及びＣクラスの施設の機器・配管系に適用する
許容限界

― ― ○ 基本方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系

【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
(b) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系
・上記b.(a)ロ.による応力を許容限界とする。

83 (ロ)　常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設の建物・構築物
上記(a)イ.(ロ)を適用する。

定義 基本方針 基本方針
評価方法

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大
事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の
建物・構築物に適用する許容限界

― ― ― ― ― ― ―

―

―

―

○ 基本方針

―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重
大事故等対処施設の建物・構築物に適用する許容限
界

【8. ダクティリティに関する考慮】
・構造安全性を高めるための材料選定等の留意事項及
び具体的な留意事項の添付書類展開先

定義(b)　重大事故等対処施設
イ．建物・構築物
(イ)　常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建
物・構築物
上記(a)イ.(イ)ⅰ.を適用する。

基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
・Ｓクラスの施設に適用する許容限界

【8. ダクティリティに関する考慮】
・構造安全性を高めるための材料選定等の留意事項及
び具体的な留意事項の添付書類展開先

【10. 耐震計算の基本方針】
【10.2 機器・配管系】
・機能維持の確認に当たり適用する許容限界

基本方針
評価方法

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系

8.ダクティリティに関する考慮

10. 耐震計算の基本方針
10.2 機器・配管系

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物

8. ダクティリティに関する考慮

―82

―基本方針
評価方法

80 ロ．機器・配管系
(イ)　Ｓクラスの機器・配管系
ⅰ．基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界
塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断
延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度に応
力，荷重を制限する値を許容限界とする。
ⅱ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容
限界
発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状態に留まるように，降伏応
力又はこれと同等の安全性を有する応力を許容限界とする。

基本方針定義

――

―

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
(a) Ｓクラスの機器・配管系
イ．基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する
許容限界
・塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量
が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を
有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度に
応力，荷重を制限する値を許容限界とする。
ロ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地
震力との組合せに対する許容限界
・発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性
状態に留まるように，降伏応力又はこれと同等の安全性
を有する応力を許容限界とする。

【8. ダクティリティに関する考慮】
・再処理施設は，構造安全性を一層高めるために，材
料の選定等に留意し，その構造体のダクティリティを高め
るよう設計する。具体的には，「Ⅳ－１－１－９ 構造
計画，材料選択上の留意点」に示す。

【10. 耐震計算の基本方針】
【10.2 機器・配管系】
・地震時及び地震後に機能維持が要求される設備につ
いては，地震応答解析により機器・配管系に作用する加
速度が振動試験又は解析等により機能が維持できること
を確認した加速度(動的機能維持確認済加速度又は電
気的機能維持確認済加速度)以下，若しくは，静的又
は動的解析により求まる地震荷重が許容荷重以下とな
ることを確認する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系

8. ダクティリティに関する考慮

10. 耐震計算の基本方針
10.2 機器・配管系
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(106/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

81 (ロ)　Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系
上記(イ)ⅱ.による応力を許容限界とする。

定義

83 (ロ)　常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設の建物・構築物
上記(a)イ.(ロ)を適用する。

定義

定義(b)　重大事故等対処施設
イ．建物・構築物
(イ)　常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建
物・構築物
上記(a)イ.(イ)ⅰ.を適用する。

82

80 ロ．機器・配管系
(イ)　Ｓクラスの機器・配管系
ⅰ．基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界
塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断
延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度に応
力，荷重を制限する値を許容限界とする。
ⅱ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容
限界
発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状態に留まるように，降伏応
力又はこれと同等の安全性を有する応力を許容限界とする。

定義

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ 基本方針 基本方針 ― ― ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
(b) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設
重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施
設の建物・構築物(土木構造物を除く。)
・上記(1)a.(b)による許容応力度を許容限界とする。

第１回と同一

―○ ― ―基本方針基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
(a) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される
重大事故等対処施設の建物・構築物(土木構造物を除
く。)
・上記(1)a.(a)イ.を適用する。

【8. ダクティリティに関する考慮】
再処理施設は，構造安全性を一層高めるために，材料
の選定等に留意し，その構造体のダクティリティを高めるよ
う設計する。具体的には，「Ⅳ－１－１－９ 構造計
画，材料選択上の留意点」に示す。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物

8. ダクティリティに関する考慮

第１回と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(107/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

85 (ニ)　建物・構築物の保有水平耐力
建物・構築物(土木構造物を除く。)については，当該建物・構築物の保有水平耐力
が必要保有水平耐力に対して，重大事故等対処施設が代替する機能を有する安全
機能を有する施設が属する耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確
認する。

定義 基本方針 基本方針
評価方法

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
・建物・構築物(土木構造物を除く。)の保有水平耐力

― ― ― ― ― ― ―

―

―

―

定義

―

基本方針 基本方針
評価方法

基本方針

86

(ハ)　設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物(土木構造
物を除く。)
上記(イ)を適用するほか，建物・構築物は，変形等に対してその支持機能が損なわ
れない設計とする。なお，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が損なわれ
ないことを確認する際の地震力は，支持される施設に適用される地震力とする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物

―定義84 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
【5.1.5 許容限界】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
・設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建
物・構築物に適用する許容限界

―(ホ)　設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する土木構造物
上記(a)イ．(二)ⅰ.又は(a)イ．(二)ⅱ.を適用するほか，土木構造物は，変形に
対してその支持機能が損なわれない設計とする。なお，当該施設を支持する土木構
造物の支持機能が損なわれないことを確認する際の地震力は，支持される施設に適
用される地震力とする。

基本方針
評価方法

――Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
・設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する土
木構造物に適用する許容限界

【8. ダクティリティに関する考慮】
・構造安全性を高めるための材料選定等の留意事項及
び具体的な留意事項の添付書類展開先

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物

8. ダクティリティに関する考慮

― ―

―

―

― ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(108/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

85 (ニ)　建物・構築物の保有水平耐力
建物・構築物(土木構造物を除く。)については，当該建物・構築物の保有水平耐力
が必要保有水平耐力に対して，重大事故等対処施設が代替する機能を有する安全
機能を有する施設が属する耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確
認する。

定義

定義86

(ハ)　設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物(土木構造
物を除く。)
上記(イ)を適用するほか，建物・構築物は，変形等に対してその支持機能が損なわ
れない設計とする。なお，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が損なわれ
ないことを確認する際の地震力は，支持される施設に適用される地震力とする。

定義84

(ホ)　設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する土木構造物
上記(a)イ．(二)ⅰ.又は(a)イ．(二)ⅱ.を適用するほか，土木構造物は，変形に
対してその支持機能が損なわれない設計とする。なお，当該施設を支持する土木構
造物の支持機能が損なわれないことを確認する際の地震力は，支持される施設に適
用される地震力とする。

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ 基本方針 基本方針 ― ― ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
(d) 建物・構築物の保有水平耐力
・建物・構築物(構築物(屋外機械基礎)及び土木構造
物を除く。)については，当該建物・構築物の保有水平
耐力が必要保有水平耐力に対して，重大事故等対処
設備が代替する機能を有する安全機能を有する施設が
属する耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有してい
ることを確認する。

―

○

― ―基本方針 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物

8. ダクティリティに関する考慮

―――基本方針基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
(c) 設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する
建物・構築物(土木構造物を除く。)
・上記(a)を適用するほか，設備分類の異なる重大事故
等対処施設を支持する建物・構築物は，変形等に対し
てその支持機能が損なわれない設計とする。なお，当該
施設を支持する建物・構築物の支持機能が損なわれな
いことを確認する際の地震力は，支持される施設に適用
される地震力とする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物

○ Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
(e) 設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する
土木構造物
・上記(1)a.(e)イ.又は(1)a.(e)ロ.を適用するほか，設
備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する土木
構造物は，変形に対してその支持機能が損なわれない
設計とする。なお，当該施設を支持する土木構造物の
支持機能が損なわれないことを確認する際の地震力は，
支持される施設に適用される地震力とする。

【8. ダクティリティに関する考慮】
再処理施設は，構造安全性を一層高めるために，材料
の選定等に留意し，その構造体のダクティリティを高めるよ
う設計する。具体的には，「Ⅳ－１－１－９ 構造計
画，材料選択上の留意点」に示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(109/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

―

○

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系

8. ダクティリティに関する考慮

10. 耐震計算の基本方針
10.2 機器・配管系

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大
事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の
機器・配管系に適用する許容限界
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大
事故等対処設備で，代替する安全機能を有する施設が
ない常設重大事故等対処設備のうち，Ｓクラスの施設
に適用する許容限界

基本方針基本方針

ロ．機器・配管系
(イ)　常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機
器・配管系
上記(a)ロ.(イ)ⅰ.を適用する。

定義(5)　設計における留意事項
a.　主要設備等，補助設備，直接支持構造物及び間接支持構造物
主要設備等，補助設備及び直接支持構造物については，耐震重要度に応じた地
震力に十分耐えられる設計とするとともに，安全機能を有する施設のうち，耐震重要
施設に該当する設備は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が損
なわれるおそれがない設計とする。

基本方針

基本方針

89 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【9. 機器・配管系の支持方針】
・直接支持構造物の設計方針，詳細な内容を示す添
付書類への展開先

基本方針
評価方法

87

定義

定義

88 基本方針
評価方法

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重
大事故等対処施設の機器・配管系に適用する許容限
界

【8. ダクティリティに関する考慮】
・構造安全性を高めるための材料選定等の留意事項及
び及び具体的な留意事項の添付書類展開先

【10. 耐震計算の基本方針】
【10.2 機器・配管系】
・機能維持の確認に当たり適用する許容限界

(ロ)　常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設の機器・配管系
ⅰ．上記(a)ロ.(ロ)を適用する。
ⅱ．代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備のうちＳクラス
の施設は，上記(イ)を適用する。

基本方針

―

―

― ―

―

―

―

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【9. 機器・配管系の支持方針】
・機器・配管系本体については「5. 機能維持の基本方
針」に基づいて耐震設計を行う。それらの支持構造物の
設計方針については，機器は形状，配置等に応じて個
別に支持構造物の設計を行うこと，配管系，電気計測
制御装置等は設備の種類，配置に応じて各々標準化
された支持構造物の中から選定することから，それぞれ
「Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針」，「Ⅳ－１
－１－11－１ 配管の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－１
－11－２ ダクトの耐震支持方針」及び「Ⅳ－１－１－
12 電気計測制御装置等の耐震支持方針」にて示す。

―

―

――

―― ―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
9. 機器・配管系の支持方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
9. 機器・配管系の支持方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(110/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

ロ．機器・配管系
(イ)　常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機
器・配管系
上記(a)ロ.(イ)ⅰ.を適用する。

定義(5)　設計における留意事項
a.　主要設備等，補助設備，直接支持構造物及び間接支持構造物
主要設備等，補助設備及び直接支持構造物については，耐震重要度に応じた地
震力に十分耐えられる設計とするとともに，安全機能を有する施設のうち，耐震重要
施設に該当する設備は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が損
なわれるおそれがない設計とする。

89

87

定義

定義

88 (ロ)　常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設の機器・配管系
ⅰ．上記(a)ロ.(ロ)を適用する。
ⅱ．代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備のうちＳクラス
の施設は，上記(イ)を適用する。

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○

第1回と同一

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系
(a) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される
重大事故等対処施設の機器・配管系
・上記(1)b.(a)イ.を適用する。

【8. ダクティリティに関する考慮】
・再処理施設は，構造安全性を一層高めるために，材
料の選定等に留意し，その構造体のダクティリティを高め
るよう設計する。具体的には，「Ⅳ－１－１－９ 構造
計画，材料選択上の留意点」に示す。

【10. 耐震計算の基本方針】
【10.2 機器・配管系】
・地震時及び地震後に機能維持が要求される設備につ
いては，地震応答解析により機器・配管系に作用する加
速度が振動試験又は解析等により機能が維持できること
を確認した加速度(動的機能維持確認済加速度又は電
気的機能維持確認済加速度)以下，若しくは，静的又
は動的解析により求まる地震荷重が許容荷重以下とな
ることを確認する。

― ―基本方針 ―○

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系

8. ダクティリティに関する考慮

10. 耐震計算の基本基本
10.2 機器・配管系

―基本方針

基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系
(b) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設
重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施
設の機器・配管系
イ．上記(1)b.(b)による応力を許容限界とする。
ロ．代替する安全機能を有する施設がない常設重大事
故等対処設備のうちＳクラスの施設は，上記(a)を適用
する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系

基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(111/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

基本方針○基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
・耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物に
適用する許容限界
・耐震重要度の異なる施設を支持する土木構造物に適
用する許容限界

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類
3.3 波及的影響に対する考慮

6. 構造計画と配置計画

―

b.　波及的影響に対する考慮
耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって，
その安全機能が損なわれないものとする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類】
【3.3 波及的影響に対する考慮】
・耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設
備が設置される重大事故等対処施設の下位クラス施設
の波及的影響によって，その安全機能及び重大事故等
に対処するために必要な機能を損なわない設計とする設
計方針

【6.構造計画と配置計画】
・建物・構築物の建屋間相対変位を考慮した設計方針

基本方針
評価方法
評価

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
(c) 耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物
（土木構造物を除く。）
(g)耐震重要度の異なる施設を支持する土木構造物

91 冒頭宣言 基本方針

評価要求また，間接支持構造物については，支持する主要設備等又は補助設備の耐震重要
度に適用する地震動による地震力に対して支持機能が損なわれない設計とする。

基本方針
施設共通　基本設計方針
(間接支持構造物の支持機能における評価方法)

90

――

○― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
(c) 耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物
（土木構造物を除く。）
(g)耐震重要度の異なる施設を支持する土木構造物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類】
【3.3 波及的影響に対する考慮】
・「3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度
分類」においてSクラスの施設に分類する施設である耐震
重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設
の波及的影響によって，その安全機能を損なわない設計
とする。

【6.構造計画と配置計画】
・建物・構築物の建屋間相対変位を考慮しても，建物・
構築物及び機器・配管系の耐震安全性を確保する設計
とする。
・下位クラス施設は，耐震重要施設に対して離隔を取り
配置する，又は耐震重要施設の有する安全機能を保
持する設計とする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類
3.3 波及的影響に対する考慮

6. 構造計画と配置計画

基本方針
施設共通　基本設計方針
(間接支持構造物の支持機能における評
価方法)

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
(c) 耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物
（土木構造物を除く。）
上記(a)イ.を適用するほか，耐震重要度の異なる施設
を支持する建物・構築物は，変形等に対してその支持
機能が損なわれない設計とする。なお，当該施設を支持
する建物・構築物の支持機能が損なわれないことを確認
する際の地震力は，支持される施設に適用される地震
力とする。
(g)耐震重要度の異なる施設を支持する土木構造物
上記(e)イ.又はロ.を適用するほか，耐震重要度の異な
る施設を支持する土木構造物は，変形等に対してその
支持機能が損なわれない設計とする。なお，当該施設を
支持する土木構造物の支持機能が損なわれないことを確
認する際の地震力は，支持される施設に適用される地
震力とする。

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(112/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

b.　波及的影響に対する考慮
耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって，
その安全機能が損なわれないものとする。

91 冒頭宣言

評価要求また，間接支持構造物については，支持する主要設備等又は補助設備の耐震重要
度に適用する地震動による地震力に対して支持機能が損なわれない設計とする。

90

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

―基本方針○ Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類
3.3 波及的影響に対する考慮

6. 構造計画と配置計画

――

第１回と同一

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類】
【3.3 波及的影響に対する考慮】
・「3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度
分類」においてSクラスの施設に分類する施設である耐震
重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設
の波及的影響によって，その安全機能を損なわない設計
とする。

【6.構造計画と配置計画】
・建物・構築物の建屋間相対変位を考慮しても，建物・
構築物及び機器・配管系の耐震安全性を確保する設計
とする。
・下位クラス施設は，耐震重要施設及び常設耐震重要
重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施
設に対して離隔を取り配置する，又は耐震重要施設の
有する安全機能及び重大事故等に対処するために必要
な機能を保持する設計とする。

基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(113/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針
3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針
3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設

5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震
設計方針
5.3 設計用地震動又は地震力の選定方針

6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類
3.3 波及的影響に対する考慮

Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針
【3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針】
【3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点】
・事業指定(変更許可)申請書に記載したの4つの観点に
よる設計方針
・4つの観点以外に設計の観点に含める事項がないかの
調査，検討方針

【4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設】
・波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の抽出結
果

【5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐
震設計方針】
・「4.　波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に
おいて選定した施設の耐震設計方針
【5.3 設計用地震動又は地震力】
・設計用地震動又は地震力の選定方針

【6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討】
・工事段階における波及的影響の調査・検討方針
・工事段階における現場保持の方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類】
【3.3 波及的影響に対する考慮】
・波及的影響の設計における評価に当たっての方針(事
業指定(変更許可)に記載した4つの観点，資機材等，
原子力施設及び化学プラント等)

評価に当たっては，以下の4つの観点をもとに，敷地全体を俯瞰した調査・検討を行
い，各観点より選定した事象に対する波及的影響の評価により波及的影響を考慮す
べき施設を抽出し，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。
波及的影響の評価に当たっては，耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力
を適用する。なお，地震動又は地震力の選定に当たっては，施設の配置状況，使
用時間を踏まえて適切に設定する。また，波及的影響の確認においては水平2方向
及び鉛直方向の地震力が同時に作用する場合に影響を及ぼす可能性のある施設，
設備を選定し評価する。
ここで，下位クラス施設とは，耐震重要施設以外の再処理施設内にある施設(資機
材等含む。)をいう。
波及的影響を防止するよう現場を維持するため，機器設置時の配慮事項等を保安
規定に定めて，管理する。
なお，原子力施設及び化学プラント等の地震被害情報をもとに，4つの観点以外に
検討すべき事項がないか確認し，新たな検討事項が抽出された場合には，その観点
を追加する。

基本方針
設計方針

基本方針
施設共通　基本設計方針
(波及的影響に係る機器設置時の拝領事項等)

○定義
運用要求

92 基本方針
施設共通　基本設計方針
(波及的影響に係る機器設置時の拝領事
項等)

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類】
【3.3 波及的影響に対する考慮】
・この設計における評価に当たっては，以下の4つの観点
をもとに，敷地全体及びその周辺を俯瞰した調査・検討
を行い，各観点より選定した事象に対する波及的影響
の評価により波及的影響を考慮すべき施設を抽出し，
耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認す
る。
・波及的影響の評価に当たっては，耐震重要施設の設
計に用いる地震動又は地震力を適用し，地震動又は地
震力の選定は，施設の配置状況，使用時間を踏まえて
適切に設定する。
・設定した地震動又は地震力について，動的地震力を
用いる場合は，水平2方向及び鉛直方向の地震力が同
時に作用する場合に影響を及ぼす可能性のある施設，
設備を選定し評価する。
・下位クラス施設とは，耐震重要施設の周辺にある耐震
重要施設以外の再処理施設内にある施設(安全機能を
有する施設以外の施設及び資機材等含む)をいう。
・原子力施設及び化学プラント等の地震被害情報から
新たに検討すべき事項が抽出された場合は，これを追加
する。

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類
3.3 波及的影響に対する考慮

Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針
3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針
3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設

5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震
設計方針

6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討

Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針
【3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針】
【3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点】
・波及的影響を考慮した施設の設計においては,「再処理
施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈
別記２」(以下「別記２」という。)に記載の4つの観点で
実施する。
・原子力施設情報公開ライブラリ(NUCIA：ニューシア)
から，原子力施設の地震被害情報，官公庁等の公開
情報から化学プラント等の地震被害情報を抽出し，その
要因を整理する。地震被害の発生要因が別記２(1)～
(4)の検討事項に分類されない要因については，その要
因も設計の観点に追加する。

【4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設】
・「3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針」に基づ
き，構造強度等を確保するように設計するものとして選
定した下位クラス施設を示す。

【5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐
震設計方針】
・「4.　波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に
おいて選定した施設の耐震設計方針を示す。
【5.3 設計用地震動又は地震力】
・波及的影響の設計対象とする下位クラス施設において
は，上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力
を適用する。

【6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討】
・工事段階においても，上位クラス施設の設計段階の際
に検討した配置・補強等が設計どおりに施されていること
を，敷地全体を俯瞰した調査・検討を行うことで確認す
る。また，仮置資材等，現場の配置状況等の確認を必
要とする下位クラス施設についても合わせて確認する。
・工事段階における検討は，別記２の4つの観点のう
ち，(3)及び(4)の観点，すなわち下位クラス施設の損
傷，転倒及び落下による影響について，現場調査により
実施する。
・工事段階における確認の後も，波及的影響を防止す
るように現場を保持するため，保安規定に機器設置時の
配慮事項等を定めて管理する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(114/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

評価に当たっては，以下の4つの観点をもとに，敷地全体を俯瞰した調査・検討を行
い，各観点より選定した事象に対する波及的影響の評価により波及的影響を考慮す
べき施設を抽出し，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。
波及的影響の評価に当たっては，耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力
を適用する。なお，地震動又は地震力の選定に当たっては，施設の配置状況，使
用時間を踏まえて適切に設定する。また，波及的影響の確認においては水平2方向
及び鉛直方向の地震力が同時に作用する場合に影響を及ぼす可能性のある施設，
設備を選定し評価する。
ここで，下位クラス施設とは，耐震重要施設以外の再処理施設内にある施設(資機
材等含む。)をいう。
波及的影響を防止するよう現場を維持するため，機器設置時の配慮事項等を保安
規定に定めて，管理する。
なお，原子力施設及び化学プラント等の地震被害情報をもとに，4つの観点以外に
検討すべき事項がないか確認し，新たな検討事項が抽出された場合には，その観点
を追加する。

定義
運用要求

92

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

第１回と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(115/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針
【3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針】
【3.2 不等沈下又は相対変位の観点による設計】
・建屋外に設置する安全機能を有する施設及び重大事
故等対処施設を対象とした上位クラス施設の安全機能
及びを損なわないための設計方針
(1) 地盤の不等沈下による影響
(2) 建屋間の相対変位による影響

【3.3 接続部の観点による設計】
・建屋内外に設置する安全機能を有する施設及び重大
事故等対処施設を対象とした上位クラス施設の安全機
能を損なわないための下位クラス施設の設計方針

【3.4 損傷，転倒及び落下の観点による建屋内施設の
設計】
・建屋内に設置する安全機能を有する施設及び重大事
故等対処施設を対象とした上位クラス施設の安全機能
を損なわないための設計方針

【3.5 損傷，転倒及び落下の観点による建屋外施設の
設計】
・建屋外に設置する安全機能を有する施設及び重大事
故等対処施設を対象とした上位クラス施設の安全機能
を損なわないための設計方針

【4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設】
・「3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針」に基づ
き，構造強度等を確保するように設計するものとして選
定した下位クラス施設

【5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐
震設計方針】
・「4.　波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に
おいて選定した施設の耐震設計方針

Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針
3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針
3.2 不等沈下又は相対変位の観点による設計

3.3 接続部の観点による設計

3.4 損傷，転倒及び落下の観点による建屋内施設の
設計

3.5 損傷，転倒及び落下の観点による建屋外施設の
設計

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設

5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震
設計方針

○Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類
3.3 波及的影響に対する考慮

設計方針基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類】
【3.3 波及的影響に対する考慮】
・事業指定(変更許可)に記載した4つの観点に対する波
及的影響の確認方針

(a)　設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による
影響
イ.　不等沈下
耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して不等沈下により，耐震重
要施設の安全機能への影響がないことを確認する。
ロ.　相対変位
耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力による下位クラス施設と耐震重要
施設の相対変位により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。

(b)　耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響
耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，耐震重要施設に接続
する下位クラス施設の損傷により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確
認する。

(c)　建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設へ
の影響
耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋内の下位クラス施
設の損傷，転倒及び落下により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確
認する。

(d)　建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設へ
の影響
耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋外の下位クラス施
設の損傷，転倒及び落下により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確
認する。

93 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類
3.3 波及的影響に対する考慮

Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針
3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針
3.2 不等沈下又は相対変位の観点による設計
3.3 接続部の観点による設計
3.4 損傷，転倒及び落下の観点による建屋内施設の
設計
3.5 損傷，転倒及び落下の観点による建屋内施設の
設計
4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設
5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震
設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類】
【3.3 波及的影響に対する考慮】
(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相
対変位又は不等沈下による影響
a．不等沈下
・耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴
う不等沈下による，耐震重要施設の安全機能への影響
b．相対変位
・耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴
う下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位による，耐
震重要施設の安全機能への影響
(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における
相互影響
・耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴
う，耐震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷によ
る，耐震重要施設の安全機能への影響
(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び
落下による耐震重要施設への影響
・耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴
う，建屋内の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下に
よる，耐震重要施設の安全機能への影響
(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び
落下による耐震重要施設への影響
・耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴
う，建屋外の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下に
よる，耐震重要施設の安全機能への影響
・波及的影響を考慮すべき下位クラス施設及びそれに適
用する地震動を「Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重
大事故等対処設備の設備分類の基本方針」の第2.4-
1表及び第2.4-2表に示す。これらの波及的影響を考慮
すべき下位クラス施設は，耐震重要施設の有する安全
機能を保持するよう設計する。
・工事段階においても，耐震重要施設の設計段階の際
に検討した配置・補強等が設計どおりに施されていること
を，敷地全体及びその周辺を俯瞰した調査・検討を行う
ことで確認する。また，仮置資材等，現場の配置状況
等の確認を必要とする下位クラス施設についても合わせて
確認する。
・以上の詳細な方針は，「Ⅳ－１－１－４ 波及的影
響に係る基本方針」に示す。

Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針
【3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針】
【3.2 不等沈下又は相対変位の観点による設計】
・建屋外に設置する安全機能を有する施設を対象に，
別記２(1)「設置地盤及び地震応答性状の相違等に起
因する相対変位又は不等沈下による影響」の観点で，
上位クラス施設の安全機能を損なわないよう設計する。
(1) 地盤の不等沈下による影響
・下位クラス施設が設置される地盤の不等沈下により，
上位クラス施設の安全機能を損なわないよう設計する。
(2) 建屋間の相対変位による影響
・下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により，
上位クラス施設の安全機能を損なわないよう設計する。

【3.3 接続部の観点による設計】
・建屋内外に設置する安全機能を有する施設を対象
に，別記２(2)「耐震重要施設と下位クラス施設との接
続部における相互影響」の観点で，上位クラス施設の安
全機能を損なわないよう下位クラス施設を設計する。

【3.4 損傷，転倒及び落下の観点による建屋内施設の
設計】
・建屋内に設置する安全機能を有する施設を対象に，
別記２(3)「建屋内における下位クラス施設の損傷，転
倒及び落下による耐震重要施設への影響」の観点で，
上位クラス施設の安全機能を損なわないよう設計する。

【3.5 損傷，転倒及び落下の観点による建屋外施設の
設計】
・建屋外に設置する安全機能を有する施設を対象に，
別記２(4)「建屋外における下位クラス施設の損傷，転
倒及び落下による耐震重要施設への影響」の観点で，
上位クラス施設の安全機能を損なわないよう設計する。

【4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設】
・「3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針」に基づ
き，構造強度等を確保するように設計するものとして選
定した下位クラス施設を示す。

【5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐
震設計方針】
・「4.　波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に
おいて選定した施設の耐震設計方針を示す。

―定義 基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(116/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

(a)　設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による
影響
イ.　不等沈下
耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して不等沈下により，耐震重
要施設の安全機能への影響がないことを確認する。
ロ.　相対変位
耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力による下位クラス施設と耐震重要
施設の相対変位により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。

(b)　耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響
耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，耐震重要施設に接続
する下位クラス施設の損傷により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確
認する。

(c)　建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設へ
の影響
耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋内の下位クラス施
設の損傷，転倒及び落下により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確
認する。

(d)　建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設へ
の影響
耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋外の下位クラス施
設の損傷，転倒及び落下により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確
認する。

93 定義

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

― ―○ 基本方針 基本方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類
3.3 波及的影響に対する考慮

Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針
3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針
3.2 不等沈下又は相対変位の観点による設計
3.3 接続部の観点による設計
3.4 損傷，転倒及び落下の観点による建屋内施設の
設計
3.5 損傷，転倒及び落下の観点による建屋内施設の
設計
4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設
5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震
設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類】
【3.3 波及的影響に対する考慮】
(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相
対変位又は不等沈下による影響
a．不等沈下
・耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴
う不等沈下による，耐震重要施設の安全機能への影響
b．相対変位
・耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴
う下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位による，耐
震重要施設の安全機能への影響
(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における
相互影響
・耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴
う，耐震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷によ
る，耐震重要施設の安全機能への影響
(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び
落下による耐震重要施設への影響
・耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴
う，建屋内の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下に
よる，耐震重要施設の安全機能への影響
(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び
落下による耐震重要施設への影響
・耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴
う，建屋外の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下に
よる，耐震重要施設の安全機能への影響
・波及的影響を考慮すべき下位クラス施設及びそれに適
用する地震動を「Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重
大事故等対処設備の設備分類の基本方針」の第2.4-
1表及び第2.4-2表に示す。これらの波及的影響を考慮
すべき下位クラス施設は，耐震重要施設の有する安全
機能を保持するよう設計する。
・工事段階においても，耐震重要施設の設計段階の際
に検討した配置・補強等が設計どおりに施されていること
を，敷地全体及びその周辺を俯瞰した調査・検討を行う
ことで確認する。また，仮置資材等，現場の配置状況
等の確認を必要とする下位クラス施設についても合わせて
確認する。
・以上の詳細な方針は，「Ⅳ－１－１－４ 波及的影
響に係る基本方針」に示す。

Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針
【3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針】
【3.2 不等沈下又は相対変位の観点による設計】
・建屋外に設置する安全機能を有する施設及び重大事
故等対処施設を対象に，別記２(1)「設置地盤及び地
震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈
下による影響」の観点で，上位クラス施設の安全機能及
び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわな
いよう設計する。
(1) 地盤の不等沈下による影響
・下位クラス施設が設置される地盤の不等沈下により，
上位クラス施設の安全機能及び重大事故等に対処する
ために必要な機能を損なわないよう設計する。
(2) 建屋間の相対変位による影響
・下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により，
上位クラス施設の安全機能及び重大事故等に対処する
ために必要な機能を損なわないよう設計する。

【3.3 接続部の観点による設計】
・建屋内外に設置する安全機能を有する施設及び重大
事故等対処施設を対象に， 別記２(2)「耐震重要施
設と下位クラス施設との接続部における相互影響」の観
点で，上位クラス施設の安全機能及び重大事故等に対
処するために必要な機能を損なわないよう下位クラス施設
を設計する。

【3.4 損傷，転倒及び落下の観点による建屋内施設の
設計】
・建屋内に設置する安全機能を有する施設及び重大事
故等対処施設を対象に， 別記２(3)「建屋内における
下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要
施設への影響」の観点で，上位クラス施設の安全機能
及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわ
ないよう設計する。

【3.5 損傷，転倒及び落下の観点による建屋外施設の
設計】
・建屋外に設置する安全機能を有する施設及び重大事
故等対処施設を対象に，別記２(4)「建屋外における
下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要
施設への影響」の観点で，上位クラス施設の安全機能
及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわ
ないよう設計する。

【4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設】
・「3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針」に基づ
き，構造強度等を確保するように設計するものとして選
定した下位クラス施設を示す。

【5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐
震設計方針】
・「4.　波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に
おいて選定した施設の耐震設計方針を示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(117/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

―

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

　

 
 
 

 

 

 

 

 

―

 
 

 

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類
3.3 波及的影響に対する考慮

―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類】
【3.3 波及的影響に対する考慮】
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重
大事故等対処施設への耐震重要施設における波及的
影響設計方針の適用方法

基本方針定義

 
 

 

　

　

　

　

　

　

94 基本方針なお，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に対
する波及的影響については，「耐震重要施設」を「常設耐震重要重大事故等対処設
備が設置される重大事故等対処施設」に，「耐震重要度の下位のクラスに属する施
設」を「常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設以
外の施設」に，「安全機能」を「重大事故等に対処するために必要な機能」に読み替
えて適用する。

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

―

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

　

― ――
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(118/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

定義

　

　

　

　

　

　

94 なお，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に対
する波及的影響については，「耐震重要施設」を「常設耐震重要重大事故等対処設
備が設置される重大事故等対処施設」に，「耐震重要度の下位のクラスに属する施
設」を「常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設以
外の施設」に，「安全機能」を「重大事故等に対処するために必要な機能」に読み替
えて適用する。

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

―― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類
3.3 波及的影響に対する考慮

○ Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施
設の設備分類】
【3.3 波及的影響に対する考慮】
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重
大事故等対処施設に対する波及的影響については，
「耐震重要施設」を「常設耐震重要重大事故等対処設
備が設置される重大事故等対処施設」に，「耐震重要
度の下位のクラスに属する施設」を「常設耐震重要重大
事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設以
外の施設」に，「安全機能」を「重大事故等に対処するた
めに必要な機能」に読み替えて適用する。

―基本方針基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(119/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

基本方針Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点
2. 構造計画
2.1 建物・構築物

○設計方針
評価

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
6. 構造計画と配置計画

10. 耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【6.構造計画と配置計画】
・建物・構築物の耐震評価における地下水排水設備によ
り地下水位を維持することを前提とした設計方針
・地下水位の低下を期待する建物・構築物への地下水
排水設備の設置方針
・地下水排水設備の評価の展開先

【10.耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物の耐震評価における地下水排水設備によ
り地下水位を維持することを前提とした設計方針

Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点
【2. 構造計画】
【2.1 建物・構築物】
・地下水位の低下を期待する建物・構築物への地下水
排水設備の設置方針

95 c. 建物・構築物への地下水の影響
耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築物は，周囲の地下水を排
水し，基礎スラブ底面レベル以深に地下水位を維持できるよう地下水排水設備(サブ
ドレンポンプ，水位検出器等)を設置する。また，基準地震動Ｓｓによる地震力に対
して，必要な機能が保持できる設計とするとともに，非常用電源設備又は基準地震
動Ｓｓによる地震力に対し機能維持が可能な発電機からの給電が可能な設計とす
る。

定義
機能要求①
機能要求②
評価要求

基本方針
地下水排水設備（集水管・サブドレン管・サブドレンピッ
ト・サブドレンシャフト・サブドレンポンプ・揚水管・水位検出
器・制御盤・電源）

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【6.構造計画と配置計画】
・耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構
築物は，周囲の地下水を排水し，基礎スラブ底面レベ
ル以深に地下水位を維持できるよう地下水排水設備(サ
ブドレンポンプ，水位検出器等)を設置する。地下水排
水設備は，安全機能を有する施設に適用される要求事
項を満足するよう設計する。また，上記より対象となる建
物・構築物の評価に影響するため，建物・構築物の機
能要求を満たすように，基準地震動Ｓｓによる地震力
に対して機能を維持するとともに，非常用電源設備又は
基準地震動Ｓｓによる地震力に対し機能維持が可能な
発電機からの給電が可能な設計とすることとし，その評価
を「Ⅳ－２－１　耐震重要施設等の耐震性に関する計
算書」のうち地下水排水設備の耐震性についての計算書
に示す。

【10. 耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物の耐震評価においては，地下水排水設
備による地下水位の低下を考慮し，設計用地下水位を
基礎スラブ上端レベルに設定する。また，地下水位を基
礎スラブ以深に維持することから，地下水圧のうち側面か
らの圧力は考慮しないこととするが，揚圧力については考
慮することとする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
6.構造計画と配置計画

10. 耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物

Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点

2. 構造計画
2.1 建物・構築物

―

Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点
【2. 構造計画】
【2.1 建物・構築物】
・耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構
築物は，周囲の地下水を排水し，基礎スラブ底面レベ
ル以深に地下水位を維持できるよう地下水排水設備(サ
ブドレンポンプ，水位検出器等)を設置する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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別紙２(120/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

95 c. 建物・構築物への地下水の影響
耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築物は，周囲の地下水を排
水し，基礎スラブ底面レベル以深に地下水位を維持できるよう地下水排水設備(サブ
ドレンポンプ，水位検出器等)を設置する。また，基準地震動Ｓｓによる地震力に対
して，必要な機能が保持できる設計とするとともに，非常用電源設備又は基準地震
動Ｓｓによる地震力に対し機能維持が可能な発電機からの給電が可能な設計とす
る。

定義
機能要求①
機能要求②
評価要求

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ 基本方針 ―

Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点
【2. 構造計画】
【2.1 建物・構築物】
・耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構
築物は，周囲の地下水を排水し，基礎スラブ底面レベ
ル以深に地下水位を維持できるよう地下水排水設備(サ
ブドレンポンプ，水位検出器等)を設置する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
6.構造計画と配置計画

10. 耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物

Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点

2. 構造計画
2.1 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【6.構造計画と配置計画】
・耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構
築物は，周囲の地下水を排水し，基礎スラブ底面レベ
ル以深に地下水位を維持できるよう地下水排水設備(サ
ブドレンポンプ，水位検出器等)を設置する。地下水排
水設備は，安全機能を有する施設及び重大事故等対
処施設に適用される要求事項を満足するよう設計する。
また，上記より対象となる建物・構築物の評価に影響す
るため，建物・構築物の機能要求を満たすように，基準
地震動Ｓｓによる地震力に対して機能を維持するととも
に，非常用電源設備又は基準地震動Ｓｓによる地震
力に対し機能維持が可能な発電機からの給電が可能な
設計とすることとし，その評価を「Ⅳ－２－１　耐震重要
施設等の耐震性に関する計算書」のうち地下水排水設
備の耐震性についての計算書に示す。

【10. 耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物の耐震評価においては，地下水排水設
備による地下水位の低下を考慮し，設計用地下水位を
基礎スラブ上端レベルに設定する。また，地下水位を基
礎スラブ以深に維持することから，地下水圧のうち側面か
らの圧力は考慮しないこととするが，揚圧力については考
慮することとする。

― ＜ポンプ＞
・容量
・揚程
・出力
・個数

＜水位検出
器＞
・範囲
・個数

基本方針
【機能要求②】
地下水排水設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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別紙２(121/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

―

― 安全冷却水系Ｓクラスの施設
常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大
事故等対処施設
上記の間接支持構造物

基本方針
評価

―

―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.2 機能維持】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
(a) 遮蔽機能の維持
・遮蔽機能の維持が要求される施設の地震時及び地震
後における遮蔽機能維持の設計方針
・本項に従う緊急時対策所の設計方針
(b) 気密性の維持
・気密性の維持が要求される施設の地震時及び地震後
における気密性確保の設計方針
・本項に従う緊急時対策所の設計方針

―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.2 機能維持
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
10. 耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物
10.2 機器・配管系

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【10. 耐震計算の基本方針】
・基準地震動Ｓｓ－Ｃ４の鉛直方向地震動及び地震
力の設定方針
・一関東評価用地震動(鉛直)を組み合わせた影響確認
方針及び詳細内容を示す添付書類展開先

97 緊急時対策所
緊急時対策建屋
緊急時対策建屋の換気設備

基本方針
設計方針
評価

96

評価要求(6)緊急時対策所
緊急時対策所については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故等に
対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。緊急時対策建屋に
ついては，耐震構造とし，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，遮蔽機能を確
保する設計とする。
また，緊急時対策所の居住性を確保するため，鉄筋コンクリート構造とし，基準地震
動Ｓｓによる地震力に対して，緊急時対策建屋の換気設備の性能とあいまって十分
な気密性を確保する設計とする。
なお，地震力の算定方法及び荷重の組合せと許容限界については，「(3)地震力の
算定方法」及び「(4)荷重の組合せと許容限界」に示す建物・構築物及び機器・配管
系を適用する。

d. 一関東評価用地震動(鉛直)
基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の地震動のみであることから，水平方向と鉛
直方向の地震力を組み合わせた影響評価を行う場合には，工学的に水平方向の地
震動から設定した鉛直方向の評価用地震動(以下「一関東評価用地震動(鉛直)」と
いう。)による地震力を用いて，水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響が
考えられる施設に対して，許容限界の範囲内に留まることを確認する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【10. 耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の地震動のみ
であることから，水平方向と鉛直方向の地震力を組み合
わせた影響評価に当たっては，工学的に水平方向の地
震動から設定した鉛直方向の評価用地震動(以下「一
関東評価用地震動(鉛直)」という。)による地震力を用い
た場合においても，水平方向と鉛直方向の地震力を組
み合わせた影響が考えられる施設に対して，許容限界の
範囲内に留まることを確認する。具体的には，一関東評
価用地震動(鉛直)を用いた場合の応答と基準地震動
Ｓｓの応答との比較により，基準地震動Ｓｓを用いて
評価した施設の耐震安全性に影響を与えないことを確認
する。なお，施設の耐震安全性へ影響を与える可能性
がある場合には詳細評価を実施する。影響評価結果に
ついては，「Ⅳ－２－４－１ 一関東評価用地震動(鉛
直)に関する影響評価」に示す。
・一関東評価用地震動(鉛直)の設計用応答スペクトル
を第10.1-1図に，設計用模擬地震波の加速度時刻
歴波形を第10.1-2図に示す。また，弾性設計用地震
動Ｓｄに対応するものとして，一関東評価用地震動
（鉛直）に対して係数0.5を乗じた地震動の設計用応
答スペクトルを第10.1-3図に，加速度時刻歴を第
10.1-4図に示す。

【10.2 機器・配管系】
・一関東評価用地震動(鉛直)を用いた建物・構築物の
応答結果を用いた機器・配管系の影響評価結果につい
ては，「Ⅳ－２－４－１ 一関東評価用地震動(鉛直)
に関する影響評価」に示す。
・影響評価に当たっては水平方向と鉛直方向の地震力を
組み合わせた影響が考えられる施設に対して，許容限
界の範囲内に留まることを確認する。具体的には，一関
東評価用地震動(鉛直)を用いた場合の応答と基準地
震動Ｓｓの応答との比較により，基準地震動Ｓｓを用
いて評価した施設の耐震安全性に影響を与えないことを
確認する。なお，施設の耐震安全性へ影響を与える可
能性がある場合には詳細評価を実施する。

―定義
評価要求

○

―― ― ―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
10. 耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物
10.2 機器・配管系
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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別紙２(122/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

97

96

評価要求(6)緊急時対策所
緊急時対策所については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故等に
対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。緊急時対策建屋に
ついては，耐震構造とし，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，遮蔽機能を確
保する設計とする。
また，緊急時対策所の居住性を確保するため，鉄筋コンクリート構造とし，基準地震
動Ｓｓによる地震力に対して，緊急時対策建屋の換気設備の性能とあいまって十分
な気密性を確保する設計とする。
なお，地震力の算定方法及び荷重の組合せと許容限界については，「(3)地震力の
算定方法」及び「(4)荷重の組合せと許容限界」に示す建物・構築物及び機器・配管
系を適用する。

d. 一関東評価用地震動(鉛直)
基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の地震動のみであることから，水平方向と鉛
直方向の地震力を組み合わせた影響評価を行う場合には，工学的に水平方向の地
震動から設定した鉛直方向の評価用地震動(以下「一関東評価用地震動(鉛直)」と
いう。)による地震力を用いて，水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響が
考えられる施設に対して，許容限界の範囲内に留まることを確認する。

定義
評価要求

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.2 機能維持】
(1) 建物・構築物
b. 重大事故等対処施設
(a) 遮蔽機能の維持
遮蔽機能の維持が要求される施設は，重大事故等対
処施設の設備分類に応じた地震動に対して
「5.2(1)a.(c)　遮蔽機能の維持」と同様の設計を行うこ
とで，遮蔽機能が維持できる設計とする。
・遮蔽機能が要求される壁・床・天井に設置する扉及び
ハッチ等は，クリアランスにより壁・床・天井の変形に追従
が可能な構造とするため，建物・構築物の構造強度を満
足することで，遮蔽機能を確保できる。なお，扉及びハッ
チ等は線源を直接見通せないよう段付きの構造とすること
で，建屋躯体に変形が生じたとしても，クリアランスからの
放射線の漏えいを防止し，遮蔽機能を確保できる。
(b)気密性の維持
気密性の維持が要求される施設は，地震時及び地震
後において，居住性確保のため，事故時に放射性気体
の流入を防ぐことを目的として，重大事故等対処施設の
設備分類に応じた地震動に対して，「5.1 構造強度」に
基づく構造強度を確保すること及び換気設備の換気機
能とあいまって施設の気圧差を確保することで，必要な気
密性が維持できる設計とする。

―

― ― ―

＜建物・構築物＞
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋/安全冷却水系冷却塔
A,B基礎間洞道
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽
重油タンク室

＜系統＞
安全冷却水系

＜建物・構築物＞
緊急時対策建屋

＜系統＞
緊急時対策所
緊急時対策建屋換気設備

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.2 機能維持
(1) 建物・構築物
b. 重大事故等対処施設
(a) 遮蔽機能の維持
(b) 気密性の維持

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【10. 耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の地震動のみ
であることから，水平方向と鉛直方向の地震力を組み合
わせた影響評価に当たっては，工学的に水平方向の地
震動から設定した鉛直方向の評価用地震動(以下「一
関東評価用地震動(鉛直)」という。)による地震力を用い
た場合においても，水平方向と鉛直方向の地震力を組
み合わせた影響が考えられる施設に対して，許容限界の
範囲内に留まることを確認する。具体的には，一関東評
価用地震動(鉛直)を用いた場合の応答と基準地震動
Ｓｓの応答との比較により，基準地震動Ｓｓを用いて
評価した施設の耐震安全性に影響を与えないことを確認
する。なお，施設の耐震安全性へ影響を与える可能性
がある場合には詳細評価を実施する。影響評価結果に
ついては，「Ⅳ－２－４－１ 一関東評価用地震動(鉛
直)に関する影響評価」に示す。
・一関東評価用地震動(鉛直)の設計用応答スペクトル
を第10.1-1図に，設計用模擬地震波の加速度時刻
歴波形を第10.1-2図に示す。また，弾性設計用地震
動Ｓｄに対応するものとして，一関東評価用地震動
（鉛直）に対して係数0.5を乗じた地震動の設計用応
答スペクトルを第10.1-3図に，加速度時刻歴を第
10.1-4図に示す。

【10.2 機器・配管系】
・一関東評価用地震動(鉛直)を用いた建物・構築物の
応答結果を用いた機器・配管系の影響評価結果につい
ては，「Ⅳ－２－４－１ 一関東評価用地震動(鉛直)
に関する影響評価」に示す。
・影響評価に当たっては水平方向と鉛直方向の地震力を
組み合わせた影響が考えられる施設に対して，許容限
界の範囲内に留まることを確認する。具体的には，一関
東評価用地震動(鉛直)を用いた場合の応答と基準地
震動Ｓｓの応答との比較により，基準地震動Ｓｓを用
いて評価した施設の耐震安全性に影響を与えないことを
確認する。なお，施設の耐震安全性へ影響を与える可
能性がある場合には詳細評価を実施する。

＜建物・構築物＞
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
制御建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
非常用電源建屋
緊急時対策建屋
分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理建屋/低レベル廃棄
物処理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間洞道
高レベル廃液ガラス固化建屋/第１ガラス固化体貯蔵建
屋間洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガラス
固化建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/制御建屋
/非常用電源建屋/冷却水設備の安全冷却水系/主排
気筒/主排気筒管理建屋間洞道
燃料油貯蔵タンク
冷却塔
重油貯槽

＜系統＞
安全冷却水系

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
10. 耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物
10.2 機器・配管系

○ ―

○
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(123/124)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載添付書類　説明内容（１）要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１）項目
番号 基本設計方針

基本方針○―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【7.地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針】
・耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設
備が設置される重大事故等対処施設に対する周辺斜面
の崩壊による影響の確認方針及び影響を与えるような崩
壊を起こす周辺斜面がないことの説明

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針

―98 定義 基本方針基本方針(7)　地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針
耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等
対処施設については，基準地震動Ｓｓによる地震力により周辺斜面の崩壊の影響が
ないことが確認された場所に設置する。
なお，耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事
故等対処施設周辺においては平坦な造成地であることから,地震力に対して，施設の
安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能に重大な影響を与えるような
崩壊を起こすおそれのある斜面はない。

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【7.地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針】
・耐震重要施設については，基準地震動Ｓｓによる地
震力により周辺斜面の崩壊の影響がないことが確認され
た場所に設置する。具体的には，JEAG4601の安定性
評価の対象とすべき斜面や，土砂災害防止法での土砂
災害警戒区域の設定離間距離を参考に，個々の斜面
高を踏まえて対象斜面を抽出する。
・上記に基づく対象斜面の抽出については，事業指定
(変更許可)申請書にて記載，確認されており，その結
果，耐震重要施設周辺においては，地震力に対して，
施設の安全機能に重大な影響を与えるような崩壊を起こ
すおそれのある斜面はないことを確認している。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(124/124)

要求種別項目
番号 基本設計方針

98 定義(7)　地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針
耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等
対処施設については，基準地震動Ｓｓによる地震力により周辺斜面の崩壊の影響が
ないことが確認された場所に設置する。
なお，耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事
故等対処施設周辺においては平坦な造成地であることから,地震力に対して，施設の
安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能に重大な影響を与えるような
崩壊を起こすおそれのある斜面はない。

説明対象 申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

凡例

・「説明対象」について

〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目

△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

－：当該申請回次で記載しない項目

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【7.地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針】
・耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設
備が設置される重大事故等対処施設については，基準
地震動Ｓｓによる地震力により周辺斜面の崩壊の影響
がないことが確認された場所に設置する。具体的には，
JEAG4601の安定性評価の対象とすべき斜面や，土砂
災害防止法での土砂災害警戒区域の設定離間距離を
参考に，個々の斜面高を踏まえて対象斜面を抽出す
る。
・上記に基づく対象斜面の抽出については，事業指定
(変更許可)申請書にて記載，確認されており，その結
果，耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対
処設備が設置される重大事故等対処施設周辺において
は，地震力に対して，施設の安全機能及び重大事故
等に対処するために必要な機能に重大な影響を与えるよ
うな崩壊を起こすおそれのある斜面はないことを確認して
いる。

― ―○ 基本方針基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第七条，第三十四条　津波による損傷の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1 第1章　共通項目
3．自然現象等
3.2　津波による損傷の防止
　安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設は，津波によりその安全
機能又は重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがな
い設計とする。 冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ－１－１－１－７
津波への配慮に関する説明書
1.概要
2.耐津波設計の基本方針

【1.概要】
【2.耐津波設計の基本方針】
・安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設
は，津波によりその安全機能又は重大事故等に対
処するために必要な機能が損なわれるおそれがな
い設計とする。 ○ 基本方針 －

Ⅵ－１－１－１－７
津波への配慮に関する説明書
1.概要
2.耐津波設計の基本方針

【1.概要】
【2.耐津波設計の基本方針】
・安全機能を有する施設は，津波によりその安全
機能が損なわれるおそれがない設計とする。

2 　設計上考慮する津波から防護する施設は，事業指定基準規則の解釈別記
3に基づき安全機能を有する施設のうち耐震重要施設及び重大事故等対処
施設とし，これらの施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対して
必要な機能が損なわれないよう，耐震重要施設及び重大事故等対処施設の
うち常設重大事故等対処設備は津波による影響を受けない位置に設置し，
また，可搬型重大事故等対処設備は津波による影響を受けない位置に保管
する設計とする。

冒頭宣言
設置要求

基本方針
耐震重要施設
重大事故等対処施設
施設共通　基本設計方針
（常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重
大事故等対処設備の津波に対する考慮）
施設共通　基本設計方針
（可搬型重大事故等対処設備の津波を考慮した保
管）

基本方針

Ⅵ－１－１－１－７
津波への配慮に関する説明書
1.概要
2.耐津波設計の基本方針

【1.概要】
【2.耐津波設計の基本方針】
・設計上考慮する津波から防護する施設は，事業
指定基準規則の解釈別記3に基づき安全機能を有
する施設のうち耐震重要施設及び重大事故等対処
施設とし，これらの施設に大きな影響を及ぼすお
それがある津波に対して必要な機能が損なわれな
いよう，耐震重要施設及び重大事故等対処施設の
うち常設重大事故等対処設備は津波による影響を
受けない位置に設置し，また，可搬型重大事故等
対処設備は津波による影響を受けない位置に保管
する設計とする。

○
基本方針
耐震重要施設

－

Ⅵ－１－１－１－７
津波への配慮に関する説明書
1.概要
2.耐津波設計の基本方針

【1.概要】
【2.耐津波設計の基本方針】
・設計上考慮する津波から防護する施設は，事業
指定基準規則の解釈別記3に基づき安全機能を有
する施設のうち耐震重要施設とし，当該施設に大
きな影響を及ぼすおそれがある津波に対して必要
な機能が損なわれないよう，耐震重要施設は津波
による影響を受けない位置に設置する設計とす
る。

3 　設計上考慮する津波から防護する施設以外の安全機能を有する施設につ
いては，津波に対して機能を維持すること若しくは津波による損傷を考慮
して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で
の修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全
機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
設置要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
（耐震重要施設に含まれない安全機能を有する施
設の津波に対する考慮）

基本方針

Ⅵ－１－１－１－７
津波への配慮に関する説明書
1.概要
2.耐津波設計の基本方針

【1.概要】
【2.耐津波設計の基本方針】
・設計上考慮する津波から防護する施設以外の安
全機能を有する施設については，津波に対して機
能を維持すること若しくは津波による損傷を考慮
して代替設備により必要な機能を確保すること，
安全上支障のない期間での修理を行うこと又はそ
れらを適切に組み合わせることにより，その安全
機能を損なわない設計とする。

○

基本方針
施設共通　基本設計方針
（耐震重要施設に含まれない安全機能を有する施
設の津波に対する考慮）

－

Ⅵ－１－１－１－７
津波への配慮に関する説明書
1.概要
2.耐津波設計の基本方針

【1.概要】
【2.耐津波設計の基本方針】
・設計上考慮する津波から防護する施設以外の安
全機能を有する施設については，津波に対して機
能を維持すること若しくは津波による損傷を考慮
して代替設備により必要な機能を確保すること，
安全上支障のない期間での修理を行うこと又はそ
れらを適切に組み合わせることにより，その安全
機能を損なわない設計とする。

4 　上記施設のうち液体廃棄物の廃棄施設の海洋放出管については，津波に
より損傷した場合の措置として，必要に応じて廃液の発生量低減のための
工程停止を行ったうえで適切な修理を行うことにより，その安全機能を損
なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ－１－１－１－７
津波への配慮に関する説明書
1.概要
2.耐津波設計の基本方針

【1.概要】
【2.耐津波設計の基本方針】
・上記施設のうち液体廃棄物の廃棄施設の海洋放
出管については，津波により損傷した場合の措置
として，必要に応じて廃液の発生量低減のための
工程停止を行ったうえで適切な修理を行うことに
より，その安全機能を損なわない設計とする。

○ 基本方針 －

Ⅵ－１－１－１－７
津波への配慮に関する説明書
1.概要
2.耐津波設計の基本方針

【1.概要】
【2.耐津波設計の基本方針】
・安全機能を有する施設のうち液体廃棄物の廃棄
施設の海洋放出管については，津波により損傷し
た場合の措置として，必要に応じ廃液の発生量低
減のための工程停止を行ったうえで適切な修理を
行うことにより，その安全機能を損なわない設計
とする。

5 　また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を
確保すること，安全上支障のない期間での修理を行うこと及び廃液の発生
量低減のため必要に応じて工程停止を行うことを保安規定に定めて，管理
する。

運用要求
施設共通　基本設計方針
（耐震重要施設に含まれない安全機能を有する施
設の津波に対する考慮）

基本方針

Ⅵ－１－１－１－７
津波への配慮に関する説明書
1.概要
2.耐津波設計の基本方針

【1.概要】
【2.耐津波設計の基本方針】
・また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替
設備により必要な機能を確保すること，安全上支
障のない期間での修理を行うこと及び廃液の発生
量低減のため必要に応じて工程停止を行うことを
保安規定に定めて，管理する。

○
施設共通　基本設計方針
（耐震重要施設に含まれない安全機能を有する施
設の津波に対する考慮）

－

Ⅵ－１－１－１－７
津波への配慮に関する説明書
1.概要
2.耐津波設計の基本方針

【1.概要】
【2.耐津波設計の基本方針】
・また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替
設備により必要な機能を確保すること，安全上支
障のない期間での修理を行うこと及び廃液の発生
量低減のため必要に応じて工程停止を行うことを
保安規定に定めて，管理する。

6 　なお，可搬型重大事故等対処設備の使用時の据え付け場所に係る設計方
針については，第1章　共通項目の「9.2　重大事故等対処設備」における
「9.2.4　環境条件等」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ－１－１－１－７
津波への配慮に関する説明書
1.概要
2.耐津波設計の基本方針

【1.概要】
【2.耐津波設計の基本方針】
・なお，可搬型重大事故等対処設備の使用時の据
え付け場所に係る設計方針については，「Ⅵ－１
－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書」に示す。

－ － － － －

8 　したがって，津波によって，安全機能を有する施設の安全機能及び重大
事故等対処施設の重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるお
それはない。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ－１－１－１－７
津波への配慮に関する説明書
1.概要
2.耐津波設計の基本方針

【1.概要】
【2.耐津波設計の基本方針】
・したがって，津波によって，安全機能を有する
施設の安全機能及び重大事故等対処施設の重大事
故等に対処するために必要な機能が損なわれるお
それはない。 ○ 基本方針 －

Ⅵ－１－１－１－７
津波への配慮に関する説明書
1.概要
2.耐津波設計の基本方針

【1.概要】
【2.耐津波設計の基本方針】
・したがって，津波によって，安全機能を有する
施設の安全機能が損なわれるおそれはない。

－

Ⅵ－１－１－１－７
津波への配慮に関する説明書
1.概要
2.耐津波設計の基本方針
3.津波評価

【1.概要】
【2.耐津波設計の基本方針】
・耐震重要施設（当該施設に波及的影響を及ぼし
て必要な機能を損なわせるおそれがある施設を含
む）を設置する敷地は，標高約55m及び海岸から
の距離約5kmの地点に位置しており，事業指定
（変更許可）においては，後述の「3．津波評
価」に示すとおり，断層のすべり量が既往知見を
大きく上回る波源を想定した場合でも，より厳し
い評価となるように設定した標高40mの敷地高さ
へ津波が到達する可能性はなく，また，低レベル
廃液処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建
屋から導かれ，汀線部から沖合約3kmまで敷設す
る海洋放出管は，低レベル廃液処理建屋及び使用
済燃料受入れ・貯蔵管理建屋が標高約55mの敷地
に設置されることから，海洋放出管の経路からこ
れらの建屋に津波が流入するおそれはないことを
確認している。

【3.津波評価】
・標高40mの敷地高さに津波が到達する可能性が
ないとした根拠となる，事業変更許可申請書（添
付書類四）における津波評価結果の概要を示す。
・津波評価においては，文献調査により既往津波
に関する検討を行ったうえで，既往知見を踏まえ
た津波の評価として，地震及び地震以外の要因に
起因する津波について評価を行い，想定される津
波の規模観を評価した。
・さらに，施設の安全性評価として，すべり量が
既往知見を大きく上回る波源モデルによる検討を
実施した結果，津波が，標高40mの敷地高さに到
達する可能性はないことを確認した。

基本方針基本方針 基本方針

Ⅵ－１－１－１－７
津波への配慮に関する説明書
1.概要
2.耐津波設計の基本方針
3.津波評価

【1.概要】
【2.耐津波設計の基本方針】
・耐震重要施設及び重大事故等対処施設のうち常
設重大事故等対処設備（これらの施設に波及的影
響を及ぼして必要な機能を損なわせるおそれがあ
る施設を含む）を設置する敷地並びに可搬型重大
事故等対処設備を保管する敷地は，標高約50mか
ら約55m及び海岸からの距離約4kmから約5kmの地
点に位置しており，事業指定（変更許可）におい
ては，後述の「3．津波評価」に示すとおり，断
層のすべり量が既往知見を大きく上回る波源を想
定した場合でも，より厳しい評価となるように設
定した標高40mの敷地高さへ津波が到達する可能
性はなく，また，低レベル廃液処理建屋及び使用
済燃料受入れ・貯蔵管理建屋から導かれ，汀線部
から沖合約3kmまで敷設する海洋放出管は，低レ
ベル廃液処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管
理建屋が標高約55mの敷地に設置されることか
ら，海洋放出管の経路からこれらの建屋に津波が
流入するおそれはないことを確認している。

【3.津波評価】
・標高40mの敷地高さに津波が到達する可能性が
ないとした根拠となる，事業変更許可申請書（添
付書類四）における津波評価結果の概要を示す。
・津波評価においては，文献調査により既往津波
に関する検討を行ったうえで，既往知見を踏まえ
た津波の評価として，地震及び地震以外の要因に
起因する津波について評価を行い，想定される津
波の規模観を評価した。
・さらに，施設の安全性評価として，すべり量が
既往知見を大きく上回る波源モデルによる検討を
実施した結果，津波が，標高40mの敷地高さに到
達する可能性はないことを確認した。

○

第１回

7 　耐震重要施設及び重大事故等対処施設のうち常設重大事故等対処設備
（これらの施設に波及的影響を及ぼして必要な機能を損なわせるおそれが
ある施設を含む）を設置する敷地並びに可搬型重大事故等対処設備を保管
する敷地は，標高約50mから約55m及び海岸からの距離約4kmから約5kmの地
点に位置しており，事業指定（変更許可）においては，断層のすべり量が
既往知見を大きく上回る波源を想定した場合でも，より厳しい評価となる
ように設定した標高40mの敷地高さへ津波が到達する可能性はなく，ま
た，低レベル廃液処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋から導か
れ，汀線部から沖合約3kmまで敷設する海洋放出管は，低レベル廃液処理
建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋が標高約55mの敷地に設置され
ることから，海洋放出管の経路からこれらの建屋に津波が流入するおそれ
はないことを確認している。

冒頭宣言

添付書類　構成 添付書類　説明内容展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第七条，第三十四条　津波による損傷の防止）

別紙２

1 第1章　共通項目
3．自然現象等
3.2　津波による損傷の防止
　安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設は，津波によりその安全
機能又は重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがな
い設計とする。 冒頭宣言 基本方針 基本方針

2 　設計上考慮する津波から防護する施設は，事業指定基準規則の解釈別記
3に基づき安全機能を有する施設のうち耐震重要施設及び重大事故等対処
施設とし，これらの施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対して
必要な機能が損なわれないよう，耐震重要施設及び重大事故等対処施設の
うち常設重大事故等対処設備は津波による影響を受けない位置に設置し，
また，可搬型重大事故等対処設備は津波による影響を受けない位置に保管
する設計とする。

冒頭宣言
設置要求

基本方針
耐震重要施設
重大事故等対処施設
施設共通　基本設計方針
（常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重
大事故等対処設備の津波に対する考慮）
施設共通　基本設計方針
（可搬型重大事故等対処設備の津波を考慮した保
管）

基本方針

3 　設計上考慮する津波から防護する施設以外の安全機能を有する施設につ
いては，津波に対して機能を維持すること若しくは津波による損傷を考慮
して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で
の修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全
機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
設置要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
（耐震重要施設に含まれない安全機能を有する施
設の津波に対する考慮）

基本方針

4 　上記施設のうち液体廃棄物の廃棄施設の海洋放出管については，津波に
より損傷した場合の措置として，必要に応じて廃液の発生量低減のための
工程停止を行ったうえで適切な修理を行うことにより，その安全機能を損
なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

5 　また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を
確保すること，安全上支障のない期間での修理を行うこと及び廃液の発生
量低減のため必要に応じて工程停止を行うことを保安規定に定めて，管理
する。

運用要求
施設共通　基本設計方針
（耐震重要施設に含まれない安全機能を有する施
設の津波に対する考慮）

基本方針

6 　なお，可搬型重大事故等対処設備の使用時の据え付け場所に係る設計方
針については，第1章　共通項目の「9.2　重大事故等対処設備」における
「9.2.4　環境条件等」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

8 　したがって，津波によって，安全機能を有する施設の安全機能及び重大
事故等対処施設の重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるお
それはない。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

基本方針 基本方針

7 　耐震重要施設及び重大事故等対処施設のうち常設重大事故等対処設備
（これらの施設に波及的影響を及ぼして必要な機能を損なわせるおそれが
ある施設を含む）を設置する敷地並びに可搬型重大事故等対処設備を保管
する敷地は，標高約50mから約55m及び海岸からの距離約4kmから約5kmの地
点に位置しており，事業指定（変更許可）においては，断層のすべり量が
既往知見を大きく上回る波源を想定した場合でも，より厳しい評価となる
ように設定した標高40mの敷地高さへ津波が到達する可能性はなく，ま
た，低レベル廃液処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋から導か
れ，汀線部から沖合約3kmまで敷設する海洋放出管は，低レベル廃液処理
建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋が標高約55mの敷地に設置され
ることから，海洋放出管の経路からこれらの建屋に津波が流入するおそれ
はないことを確認している。

冒頭宣言

展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○ 基本方針 基本方針 基本方針 基本方針 －

Ⅵ－１－１－１－７
津波への配慮に関する説明書
1.概要
2.耐津波設計の基本方針

【1.概要】
【2.耐津波設計の基本方針】
・安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設
は，津波によりその安全機能又は重大事故等に対
処するために必要な機能が損なわれるおそれがな
い設計とする。

○

基本方針
耐震重要施設
重大事故等対処施設
施設共通　基本設計方針
（常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重
大事故等対処設備の津波に対する考慮）
施設共通　基本設計方針
（可搬型重大事故等対処設備の津波を考慮した保
管）

基本方針
耐震重要施設
重大事故等対処施設
施設共通　基本設計方針
（常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重
大事故等対処設備の津波に対する考慮）
施設共通　基本設計方針
（可搬型重大事故等対処設備の津波を考慮した保
管）

－ － －

Ⅵ－１－１－１－７
津波への配慮に関する説明書
1.概要
2.耐津波設計の基本方針

【1.概要】
【2.耐津波設計の基本方針】
・設計上考慮する津波から防護する施設は，事業
指定基準規則の解釈別記3に基づき安全機能を有
する施設のうち耐震重要施設及び重大事故等対処
施設とし，これらの施設に大きな影響を及ぼすお
それがある津波に対して必要な機能が損なわれな
いよう，耐震重要施設及び重大事故等対処施設の
うち常設重大事故等対処設備は津波による影響を
受けない位置に設置し，また，可搬型重大事故等
対処設備は津波による影響を受けない位置に保管
する設計とする。

○ 基本方針 基本方針 － － －

Ⅵ－１－１－１－７
津波への配慮に関する説明書
1.概要
2.耐津波設計の基本方針

【1.概要】
【2.耐津波設計の基本方針】
・なお，可搬型重大事故等対処設備の使用時の据
え付け場所に係る設計方針については，「Ⅵ－１
－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書」に示す。

○ 基本方針 基本方針 基本方針 基本方針 －

Ⅵ－１－１－１－７
津波への配慮に関する説明書
1.概要
2.耐津波設計の基本方針

【1.概要】
【2.耐津波設計の基本方針】
・したがって，津波によって，安全機能を有する
施設の安全機能及び重大事故等対処施設の重大事
故等に対処するために必要な機能が損なわれるお
それはない。

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

第１回申請と同一

第１回申請と同一

○ 基本方針 基本方針 基本方針 基本方針 －

Ⅵ－１－１－１－７
津波への配慮に関する説明書
1.概要
2.耐津波設計の基本方針
3.津波評価

【1.概要】
【2.耐津波設計の基本方針】
・耐震重要施設及び重大事故等対処施設のうち常
設重大事故等対処設備（これらの施設に波及的影
響を及ぼして必要な機能を損なわせるおそれがあ
る施設を含む）を設置する敷地並びに可搬型重大
事故等対処設備を保管する敷地は，標高約50mか
ら約55m及び海岸からの距離約4kmから約5kmの地
点に位置しており，事業指定（変更許可）におい
ては，後述の「3．津波評価」に示すとおり，断
層のすべり量が既往知見を大きく上回る波源を想
定した場合でも，より厳しい評価となるように設
定した標高40mの敷地高さへ津波が到達する可能
性はなく，また，低レベル廃液処理建屋及び使用
済燃料受入れ・貯蔵管理建屋から導かれ，汀線部
から沖合約3kmまで敷設する海洋放出管は，低レ
ベル廃液処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管
理建屋が標高約55mの敷地に設置されることか
ら，海洋放出管の経路からこれらの建屋に津波が
流入するおそれはないことを確認している。

【3.津波評価】
・標高40mの敷地高さに津波が到達する可能性が
ないとした根拠となる，事業変更許可申請書（添
付書類四）における津波評価結果の概要を示す。
・津波評価においては，文献調査により既往津波
に関する検討を行ったうえで，既往知見を踏まえ
た津波の評価として，地震及び地震以外の要因に
起因する津波について評価を行い，想定される津
波の規模観を評価した。
・さらに，施設の安全性評価として，すべり量が
既往知見を大きく上回る波源モデルによる検討を
実施した結果，津波が，標高40mの敷地高さに到
達する可能性はないことを確認した。

第２回

第１回申請と同一
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第８条：外部からの衝撃による損傷の防止 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
(第8条 外部からの衝撃による損傷の防止(その他))

別紙2

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第１章　共通項目
3.自然現象等
3.3外部からの衝撃による損傷の防止
(1)外部からの衝撃による損傷の防止に係る設計方針
安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺の自然環境を基に想定される風
(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，
森林火災及び塩害の自然現象(地震及び津波を除く。)又は地震及び津波を含む
組合せに遭遇した場合において，自然現象そのものがもたらす環境条件及びそ
の結果として再処理施設で生じ得る環境条件においても，その安全機能が損な
われないよう，防護措置，基礎地盤の改良及び運用上の措置を講ずる設計とす
る。
このうち，基礎地盤の改良により地震に対する建物・構築物の支持性能を確保
する設計については「3.1　地震による損傷の防止」の設計方針に基づくものと
する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

2

安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺の状況を基に想定され，再処理
施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるも
の(故意によるものを除く。)(以下「人為事象」という。)として，飛来物(航空
機落下)，爆発，近隣工場等の火災（危険物を搭載した車両及び船舶の火災を含
む），有毒ガス，電磁的障害及び再処理事業所内における化学物質の漏えいに
対して，その安全機能が損なわれないよう，防護措置及び運用上の措置を講ず
る設計とする。

冒頭宣言
定義

基本方針 基本方針

3
外部からの衝撃に対する影響評価並びに安全機能を損なうおそれがある場合の
防護措置及び運用上の措置においては，波及的影響を及ぼして安全機能を損な
わせるおそれがある施設についても考慮する。

冒頭宣言
定義

基本方針 基本方針

4

また，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）及び人為事象に対して
は，安全機能を有する施設が安全機能を損なわないために必要な安全機能を有
する施設以外の施設又は設備等（重大事故等対処設備を含む。）への措置を含
める。
想定される自然現象（地震及び津波を除く。）及び人為事象の発生により，再
処理施設に重大な影響を及ぼすおそれがあると判断した場合は，必要に応じて
使用済燃料の再処理を停止する等，再処理施設への影響を軽減するための措置
を講ずることを保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

5
(2) 外部からの衝撃に対する防護設計に係る荷重等の設定
国内外の規格・基準類，敷地周辺の気象観測所における観測記録，敷地周辺の
環境条件等を考慮し，防護設計に係る荷重等の条件を設定する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（自然現象の組
合せ）

2.2.1　異種の自然現象の組合せ

【2.2.1　異種の自然現象の組合せ】
・安全機能を有する施設の安全機能が損なわれない
ことを広く確認する観点から，地震を含めた自然現
象の組合せについて，敷地及びその敷地周辺の地
学，気象学的背景を踏まえて検討する。

○ 基本方針 -
2.2.1　異種の自然現象の組合せ

【2.2.1　異種の自然現象の組合せ】
・安全機能を有する施設の安全機能が損なわれないことを
広く確認する観点から，地震を含めた自然現象の組合せに
ついて，敷地及びその敷地周辺の地学，気象学的背景を踏
まえて検討する。

6

(3)異種の自然現象の組合せ，事故時荷重との組合せ
自然現象及び人為事象の組合せについては，地震，風(台風)，竜巻，凍結，降
水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災等を考慮し，複数の事
象が重畳することで影響が増長される組合せとして，積雪及び風(台風)，積雪
及び竜巻，積雪及び火山の影響(降下火砕物)，積雪及び地震，風(台風)及び火
山の影響(降下火砕物)並びに風(台風)及び地震の組合せを，施設の形状及び配
置に応じて考慮する。
組み合わせる積雪深については，敷地付近における 深積雪を用いて垂直積雪
量190cmとし，建築基準法に定められた平均的な積雪荷重を与えるための係数を
考慮する。ただし，火山の影響(降下火砕物)と組み合わせる場合の積雪深は，
降下火砕物による荷重の特徴を踏まえ，「青森県建築基準法施行細則」に定め
られた六ヶ所村の垂直積雪量150cmとする。また，組み合わせる風速の大きさに
ついては，建築基準法を準用して設定する。

定義
冒頭宣言

基本方針
基本方針（自然現象の組
合せ）

2.2.1(1)組合せを検討する自然現象の抽出

【2.2.1(1)組合せを検討する自然現象の抽出】
・自然現象が安全機能を有する施設に与える影響を
考慮し，組合せを検討する自然現象を抽出する。
・自然現象及び人為事象の組合せについては，地
震，風(台風)，竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火
山の影響，生物学的事象，森林火災等を考慮し，複
数の事象が重畳することで影響が増長される組合せ
として，事業指定(変更許可)申請書において示すと
おり，風（台風）及び積雪，竜巻及び積雪，火山の
影響（降下火砕物）及び積雪，地震及び積雪，火山
の影響（降下火砕物）及び風（台風）並びに地震及
び風（台風）の組合せを，施設の形状及び配置に応
じて考慮する。
・上記の荷重の性質及び組み合わせる際の荷重の設
定の考え方について示す。

○
基本方針

-

2.2.1(1)組合せを検討する自然現象の抽出

【2.2.1(1)組合せを検討する自然現象の抽出】
・自然現象が安全機能を有する施設に与える影響を考慮
し，組合せを検討する自然現象を抽出する。
・自然現象及び人為事象の組合せについては，地震，風(台
風)，竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学
的事象，森林火災等を考慮し，複数の事象が重畳すること
で影響が増長される組合せとして，事業指定(変更許可)申
請書において示すとおり，風（台風）及び積雪，竜巻及び
積雪，火山の影響（降下火砕物）及び積雪，地震及び積
雪，火山の影響（降下火砕物）及び風（台風）並びに地震
及び風（台風）の組合せを，施設の形状及び配置に応じて
考慮する。
・上記の荷重の性質及び組み合わせる際の荷重の設定の考
え方について示す。
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新の科学的技術的知見を踏まえ，安全上重要な施設は，当該安全上重要な施
設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象（地震を除く。）
により当該安全上重要な施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力
を，それぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して適切に組み合わせた条件に
おいても，安全機能を損なわない設計とする。
具体的には，建屋内に設置される安全上重要な施設は，建屋によって安全上重
要な施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象（地震を除
く。）の影響を防止することにより，設計基準事故が発生した場合でも，自然
現象（地震を除く。）による影響を受けない設計とする。
屋外に設置される安全上重要な施設は，設計基準事故が発生した場合でも施設
の運転圧力，温度等は変わらないため，設計基準事故時荷重が発生しないこと
から，自然現象による荷重と重なることはない。
したがって，安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定され
る自然現象（地震を除く。）による衝撃と設計基準事故時の荷重は重なること
のない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（自然現象の組
合せ）

2.2.2　設計基準事故時の荷重との組合せ

【2.2.2 設計基準事故時の荷重との組合せ】
・ 新の科学的技術的知見を踏まえ，安全上重要な
施設は，当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼ
すおそれがあると想定される自然現象（地震を除
く。）により当該安全上重要な施設に作用する衝撃
及び設計基準事故時に生ずる応力を，それぞれの因
果関係及び時間的変化を考慮して適切に組み合わせ
た条件においても，安全機能を損なわない設計とす
る。
・具体的には，建屋内に設置される安全上重要な施
設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される
自然現象（地震を除く。）の影響を防止することに
より，建屋内に設置されている安全上重要な施設
は，自然現象（地震を除く。）の荷重の影響を受け
ることがない設計とすることから，安全上重要な施
設は設計基準事故が発生した場合でも，自然現象
（地震を除く。）による影響を受けることはない。
・屋外に設置される安全上重要な施設としては主排
気筒，安全冷却水系の冷却塔等があるが，これらの
施設については，設計基準事故が発生した場合でも
施設の運転圧力，温度等は変わらないため設計基準
事故時荷重が発生しないことから，自然現象による
荷重と重なることはない。
・したがって，安全上重要な施設に大きな影響を及
ぼすおそれがあると想定される自然現象（地震を除
く。）による衝撃と設計基準事故時の荷重は重なる
ことのない設計とする。

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第１回

添付書類　構成

Ⅵ-1-1-1　自然現象等による損傷の防止に関する説
明書

2.1 基本方針

【2.1　基本方針】
・安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺の
自然環境を基に想定される風（台風），竜巻，凍
結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学
的事象，森林火災及び塩害の自然現象（地震及び津
波を除く。）又は地震及び津波を含む組合せに遭遇
した場合において，自然現象そのものがもたらす環
境条件及びその結果として再処理施設で生じ得る環
境条件においても，その安全機能が損なわれないよ
う，防護措置，基礎地盤の改良及び運用上の措置を
講ずる設計とする。
このうち，基礎地盤の改良により地震に対する建
物・構築物の支持性能を確保する設計については
「Ⅳ－１－１　耐震設計の基本方針」において説明
する。
・安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺の
状況を基に想定され，再処理施設の安全性を損なわ
せる原因となるおそれがある事象であって人為によ
るもの（故意によるものを除く。）（以下「人為事
象」という。）として，飛来物（航空機落下），爆
発，近隣工場等の火災（危険物を搭載した車両及び
船舶の火災を含む），有毒ガス，電磁的障害及び再
処理事業所内における化学物質の漏えいに対して，
その安全機能が損なわれないよう，防護措置及び運
用上の措置を講ずる設計とする。
・外部からの衝撃に対する影響評価並びに安全機能
を損なうおそれがある場合の防護措置及び運用上の
措置においては，波及的影響を及ぼして安全機能を
損なわせるおそれがある施設についても考慮する。
・また，想定される自然現象（地震及び津波を除
く。）及び人為事象に対しては，安全機能を有する
施設が安全機能を損なわないために必要な安全機能
を有する施設以外の施設又は設備等（重大事故等対
処設備を含む。）への措置を含める。
・想定される自然現象（地震及び津波を除く。）及
び人為事象の発生により，再処理施設に重大な影響
を及ぼすおそれがあると判断した場合は，必要に応
じて使用済燃料の再処理を停止する等，再処理施設
への影響を軽減するための措置を講ずることを保安
規定に定めて，管理する。

○ 基本方針 -

2.2.2　設計基準事故時の荷重との組合せ

【2.2.2 設計基準事故時の荷重との組合せ】
・ 新の科学的技術的知見を踏まえ，安全上重要な施設
は，当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすおそれが
あると想定される自然現象（地震を除く。）により当該安
全上重要な施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ず
る応力を，それぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して
適切に組み合わせた条件においても，安全機能を損なわな
い設計とする。
・具体的には，建屋内に設置される安全上重要な施設に大
きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象（地
震を除く。）の影響を防止することにより，建屋内に設置
されている安全上重要な施設は，自然現象（地震を除
く。）の荷重の影響を受けることがない設計とすることか
ら，安全上重要な施設は設計基準事故が発生した場合で
も，自然現象（地震を除く。）による影響を受けることは
ない。
・屋外に設置される安全上重要な施設としては主排気筒，
安全冷却水系の冷却塔等があるが，これらの施設について
は，設計基準事故が発生した場合でも施設の運転圧力，温
度等は変わらないため設計基準事故時荷重が発生しないこ
とから，自然現象による荷重と重なることはない。
・したがって，安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすお
それがあると想定される自然現象（地震を除く。）による
衝撃と設計基準事故時の荷重は重なることのない設計とす
る。

○ 基本方針 -

Ⅵ-1-1-1　自然現象等による損傷の防止に関する説明書

2.1 基本方針

【2.1　基本方針】
・安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺の自然環
境を基に想定される風（台風），竜巻，凍結，高温，降
水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及
び塩害の自然現象（地震及び津波を除く。）又は地震及び
津波を含む組合せに遭遇した場合において，自然現象その
ものがもたらす環境条件及びその結果として再処理施設で
生じ得る環境条件においても，その安全機能が損なわれな
いよう，防護措置，基礎地盤の改良及び運用上の措置を講
ずる設計とする。
このうち，基礎地盤の改良により地震に対する建物・構築
物の支持性能を確保する設計については「Ⅳ－１－１　耐
震設計の基本方針」において説明する。
・安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺の状況を
基に想定され，再処理施設の安全性を損なわせる原因とな
るおそれがある事象であって人為によるもの（故意による
ものを除く。）（以下「人為事象」という。）として，飛
来物（航空機落下），爆発，近隣工場等の火災（危険物を
搭載した車両及び船舶の火災を含む），有毒ガス，電磁的
障害及び再処理事業所内における化学物質の漏えいに対し
て，その安全機能が損なわれないよう，防護措置及び運用
上の措置を講ずる設計とする。
・外部からの衝撃に対する影響評価並びに安全機能を損な
うおそれがある場合の防護措置及び運用上の措置において
は，波及的影響を及ぼして安全機能を損なわせるおそれが
ある施設についても考慮する。
・また，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）及
び人為事象に対しては，安全機能を有する施設が安全機能
を損なわないために必要な安全機能を有する施設以外の施
設又は設備等（重大事故等対処設備を含む。）への措置を
含める。
・想定される自然現象（地震及び津波を除く。）及び人為
事象の発生により，再処理施設に重大な影響を及ぼすおそ
れがあると判断した場合は，必要に応じて使用済燃料の再
処理を停止する等，再処理施設への影響を軽減するための
措置を講ずることを保安規定に定めて，管理する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
(第8条 外部からの衝撃による損傷の防止(その他))

別紙2

1

第１章　共通項目
3.自然現象等
3.3外部からの衝撃による損傷の防止
(1)外部からの衝撃による損傷の防止に係る設計方針
安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺の自然環境を基に想定される風
(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，
森林火災及び塩害の自然現象(地震及び津波を除く。)又は地震及び津波を含む
組合せに遭遇した場合において，自然現象そのものがもたらす環境条件及びそ
の結果として再処理施設で生じ得る環境条件においても，その安全機能が損な
われないよう，防護措置，基礎地盤の改良及び運用上の措置を講ずる設計とす
る。
このうち，基礎地盤の改良により地震に対する建物・構築物の支持性能を確保
する設計については「3.1　地震による損傷の防止」の設計方針に基づくものと
する。

冒頭宣言

2

安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺の状況を基に想定され，再処理
施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるも
の(故意によるものを除く。)(以下「人為事象」という。)として，飛来物(航空
機落下)，爆発，近隣工場等の火災（危険物を搭載した車両及び船舶の火災を含
む），有毒ガス，電磁的障害及び再処理事業所内における化学物質の漏えいに
対して，その安全機能が損なわれないよう，防護措置及び運用上の措置を講ず
る設計とする。

冒頭宣言
定義

3
外部からの衝撃に対する影響評価並びに安全機能を損なうおそれがある場合の
防護措置及び運用上の措置においては，波及的影響を及ぼして安全機能を損な
わせるおそれがある施設についても考慮する。

冒頭宣言
定義

4

また，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）及び人為事象に対して
は，安全機能を有する施設が安全機能を損なわないために必要な安全機能を有
する施設以外の施設又は設備等（重大事故等対処設備を含む。）への措置を含
める。
想定される自然現象（地震及び津波を除く。）及び人為事象の発生により，再
処理施設に重大な影響を及ぼすおそれがあると判断した場合は，必要に応じて
使用済燃料の再処理を停止する等，再処理施設への影響を軽減するための措置
を講ずることを保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言

5
(2) 外部からの衝撃に対する防護設計に係る荷重等の設定
国内外の規格・基準類，敷地周辺の気象観測所における観測記録，敷地周辺の
環境条件等を考慮し，防護設計に係る荷重等の条件を設定する。

冒頭宣言

6

(3)異種の自然現象の組合せ，事故時荷重との組合せ
自然現象及び人為事象の組合せについては，地震，風(台風)，竜巻，凍結，降
水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災等を考慮し，複数の事
象が重畳することで影響が増長される組合せとして，積雪及び風(台風)，積雪
及び竜巻，積雪及び火山の影響(降下火砕物)，積雪及び地震，風(台風)及び火
山の影響(降下火砕物)並びに風(台風)及び地震の組合せを，施設の形状及び配
置に応じて考慮する。
組み合わせる積雪深については，敷地付近における 深積雪を用いて垂直積雪
量190cmとし，建築基準法に定められた平均的な積雪荷重を与えるための係数を
考慮する。ただし，火山の影響(降下火砕物)と組み合わせる場合の積雪深は，
降下火砕物による荷重の特徴を踏まえ，「青森県建築基準法施行細則」に定め
られた六ヶ所村の垂直積雪量150cmとする。また，組み合わせる風速の大きさに
ついては，建築基準法を準用して設定する。

定義
冒頭宣言

7

新の科学的技術的知見を踏まえ，安全上重要な施設は，当該安全上重要な施
設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象（地震を除く。）
により当該安全上重要な施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力
を，それぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して適切に組み合わせた条件に
おいても，安全機能を損なわない設計とする。
具体的には，建屋内に設置される安全上重要な施設は，建屋によって安全上重
要な施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象（地震を除
く。）の影響を防止することにより，設計基準事故が発生した場合でも，自然
現象（地震を除く。）による影響を受けない設計とする。
屋外に設置される安全上重要な施設は，設計基準事故が発生した場合でも施設
の運転圧力，温度等は変わらないため，設計基準事故時荷重が発生しないこと
から，自然現象による荷重と重なることはない。
したがって，安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定され
る自然現象（地震を除く。）による衝撃と設計基準事故時の荷重は重なること
のない設計とする。

冒頭宣言

項目番
号

基本設計方針 要求種別
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第２回

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
(第8条 外部からの衝撃による損傷の防止(その他))

別紙2

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第１回

添付書類　構成

8

(4)新知見の収集，安全機能等の必要な機能を損なわないための運用上の措置
外部衝撃による損傷の防止の設計条件等に係る新知見の収集を実施するととも
に，新知見が得られた場合に影響評価を行うこと，外部衝撃に対する防護措置
との組合せにより安全機能を損なわないための運用上の措置を保安規定に定め
て，管理する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(運用上の措置) -

(各事象の添付書類においては運用上の措置を展開す
ることから，当該記載は冒頭宣言とし，直接添付書
類への展開は行わない。)

○ 基本方針 - -

(各事象の添付書類においては運用上の措置を展開すること
から，当該記載は冒頭宣言とし，直接添付書類への展開は
行わない。)

9

自然現象（地震及び津波を除く。）及び人為事象のうち風(台風)，凍結，高
温，降水，積雪，生物学的事象，塩害，有毒ガス，電磁的障害及び再処理事業
所内における化学物質の漏えいに対する設計方針については「3.3.1竜巻，森林
火災，火山の影響，落雷，地震及び津波以外の自然現象並びに航空機落下，爆
発及び近隣工場等の火災以外の人為事象」の設計方針に基づく設計とする。ま
た，自然現象（地震及び津波を除く。）及び人為事象のうち，竜巻に対する設
計方針については「3.3.2 竜巻」，森林火災，爆発及び近隣工場等の火災に対
する設計方針については「3.3.3 外部火災」，火山の影響に対する設計方針に
ついては「3.3.4 火山の影響」，飛来物(航空機落下)の設計方針については
「3.3.5 航空機落下」並びに落雷に対する設計方針については「3.3.6 落雷」
の設計方針に基づく設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1　自然現象等による損傷の防止に関する説
明書

2.1 基本方針

【2.1　基本方針】
・自然現象のうち竜巻，火山の影響，森林火災，人
為事象のうち爆発，近隣工場等の火災，航空機落下
について，それぞれ別の添付書類にて具体設計を記
載する旨を示す。

○ 基本方針 -

Ⅵ-1-1-1　自然現象等による損傷の防止に関する説明書

2.1 基本方針

【2.1　基本方針】
・自然現象のうち竜巻，火山の影響，森林火災，人為事象
のうち爆発，近隣工場等の火災，航空機落下について，そ
れぞれ別の添付書類にて具体設計を記載する旨を示す。

10

3.3.1 竜巻，森林火災，火山の影響，落雷，地震及び津波以外の自然現象並び
に航空機落下，爆発及び近隣工場等の火災以外の人為事象
(1) 防護すべき施設及び設計方針
想定される自然現象(竜巻，森林火災，火山の影響，落雷，地震及び津波を除
く。)(以下，3.3.1項では，「自然現象」という。)又は人為事象(航空機落下，
爆発及び近隣工場等の火災を除く。)(以下，3.3.1項では，「人為事象」とい
う。)から防護する施設(以下「外部事象防護対象施設」という。)は，安全評価
上その機能を期待する建物・構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点か
ら，安全上重要な機能を有する建物・構築物，系統及び機器を対象とする。

定義 基本方針 基本方針(対象選定) ○ 基本方針 -

11

外部事象防護対象施設及びそれらを収納する建屋（以下「外部事象防護対象施
設等」という。）は，自然現象又は人為事象に対し，機械的強度を有すること
等により，外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。
また，想定される自然現象及び人為事象の影響により外部事象防護対象施設等
に波及的影響を及ぼして安全機能を損なわせるおそれがある施設の影響を考慮
した設計とする。

定義 基本方針 基本方針(対象選定) ○ 基本方針 -

12

外部事象防護対象施設等以外の安全機能を有する施設は，自然現象又は人為事
象に対して機能を維持すること若しくは損傷を考慮して代替設備により必要な
機能を確保すること，安全上支障のない期間での修理を行うこと又はそれらを
組み合わせることにより，安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(対象選定) ○ 基本方針 -

13
また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保す
ること，安全上支障のない期間での修理を行うことを保安規定に定めて，管理
する。

運用要求
施設共通　基本設計方針
（安全上重要な施設に含まれない安全機能を有する
施設に対する運用上の措置）

基本方針(対象選定) ○
施設共通　基本設計方針
（安全上重要な施設に含まれない安全機能を有する
施設に対する運用上の措置）

-

14

なお，使用済燃料輸送容器に使用済燃料が収納された使用済燃料収納使用済燃
料輸送容器（以下，「使用済燃料収納キャスク」という。）は，再処理施設内
に一時的に保管されることを踏まえ，自然現象及び人為事象により使用済燃料
収納キャスクを収納する建屋が使用済燃料収納キャスクに波及的破損を与えな
い設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(対象選定)

【2. 防護すべき施設】
・なお，使用済燃料輸送容器に使用済燃料が収納さ
れた使用済燃料収納使用済燃料輸送容器（以下，
「使用済燃料収納キャスク」という。）は，再処理
施設内に一時的に保管されることを踏まえ，自然現
象及び人為事象により使用済燃料収納キャスクを収
納する建屋が使用済燃料収納キャスクに波及的破損
を与えない設計とする。

○ 基本方針【施設共通　基本設計方針】 -

【2. 防護すべき施設】
・なお，使用済燃料輸送容器に使用済燃料が収納された使
用済燃料収納使用済燃料輸送容器（以下，「使用済燃料収
納キャスク」という。）は，再処理施設内に一時的に保管
されることを踏まえ，自然現象及び人為事象により使用済
燃料収納キャスクを収納する建屋が使用済燃料収納キャス
クに波及的破損を与えない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

2. 防護すべき施設

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

2. 防護すべき施設

【2. 防護すべき施設】
・想定される自然現象（竜巻，森林火災，火山の影
響，落雷，地震及び津波を除く。)（以下「自然現
象」という。)又は人為事象（航空機落下，爆発及び
近隣工場等の火災を除く。)（以下「人為事象」とい
う。)から防護する施設（以下「外部事象防護対象施
設」という。）としては，安全評価上その機能を期
待する建物・構築物，系統及び機器を漏れなく抽出
する観点から，安全上重要な機能を有する建物・構
築物，系統及び機器とする。
・外部事象防護対象施設及びそれらを収納する建屋
(以下「外部事象防護対象施設等」という。)は，自
然現象又は人為事象に対し，機械的強度を有するこ
と等により，外部事象防護対象施設の安全機能を損
なわない設計とする。
・また，想定される自然現象及び人為事象の影響に
より外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし
て安全機能を損なわせるおそれがある施設の影響を
考慮した設計とする。
・外部事象防護対象施設等以外の安全機能を有する
施設は，自然現象又は人為事象に対して機能を維持
すること若しくは損傷を考慮して代替設備により必
要な機能を確保すること，安全上支障の生じない期
間での修理を行うこと又はそれらを組み合わせるこ
とにより，安全機能を損なわない設計とする。
・また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設
備により必要な機能を確保すること，安全上支障の
ない期間での修理を行うことを保安規定に定めて，
管理する。

【2. 防護すべき施設】
・想定される自然現象（竜巻，森林火災，火山の影響，落
雷，地震及び津波を除く。)（以下「自然現象」という。)
又は人為事象（航空機落下，爆発及び近隣工場等の火災を
除く。)（以下「人為事象」という。)から防護する施設
（以下「外部事象防護対象施設」という。）としては，安
全評価上その機能を期待する建物・構築物，系統及び機器
を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な機能を有する
建物・構築物，系統及び機器とする。
・外部事象防護対象施設及びそれらを収納する建屋(以下
「外部事象防護対象施設等」という。)は，自然現象又は人
為事象に対し，機械的強度を有すること等により，外部事
象防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。
・また，想定される自然現象及び人為事象の影響により外
部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼして安全機能を
損なわせるおそれがある施設の影響を考慮した設計とす
る。
・外部事象防護対象施設等以外の安全機能を有する施設
は，自然現象又は人為事象に対して機能を維持すること若
しくは損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保す
ること，安全上支障の生じない期間での修理を行うこと又
はそれらを組み合わせることにより，安全機能を損なわな
い設計とする。
・また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備によ
り必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での
修理を行うことを保安規定に定めて，管理する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
(第8条 外部からの衝撃による損傷の防止(その他))

別紙2

項目番
号

基本設計方針 要求種別

8

(4)新知見の収集，安全機能等の必要な機能を損なわないための運用上の措置
外部衝撃による損傷の防止の設計条件等に係る新知見の収集を実施するととも
に，新知見が得られた場合に影響評価を行うこと，外部衝撃に対する防護措置
との組合せにより安全機能を損なわないための運用上の措置を保安規定に定め
て，管理する。

冒頭宣言

9

自然現象（地震及び津波を除く。）及び人為事象のうち風(台風)，凍結，高
温，降水，積雪，生物学的事象，塩害，有毒ガス，電磁的障害及び再処理事業
所内における化学物質の漏えいに対する設計方針については「3.3.1竜巻，森林
火災，火山の影響，落雷，地震及び津波以外の自然現象並びに航空機落下，爆
発及び近隣工場等の火災以外の人為事象」の設計方針に基づく設計とする。ま
た，自然現象（地震及び津波を除く。）及び人為事象のうち，竜巻に対する設
計方針については「3.3.2 竜巻」，森林火災，爆発及び近隣工場等の火災に対
する設計方針については「3.3.3 外部火災」，火山の影響に対する設計方針に
ついては「3.3.4 火山の影響」，飛来物(航空機落下)の設計方針については
「3.3.5 航空機落下」並びに落雷に対する設計方針については「3.3.6 落雷」
の設計方針に基づく設計とする。

冒頭宣言

10

3.3.1 竜巻，森林火災，火山の影響，落雷，地震及び津波以外の自然現象並び
に航空機落下，爆発及び近隣工場等の火災以外の人為事象
(1) 防護すべき施設及び設計方針
想定される自然現象(竜巻，森林火災，火山の影響，落雷，地震及び津波を除
く。)(以下，3.3.1項では，「自然現象」という。)又は人為事象(航空機落下，
爆発及び近隣工場等の火災を除く。)(以下，3.3.1項では，「人為事象」とい
う。)から防護する施設(以下「外部事象防護対象施設」という。)は，安全評価
上その機能を期待する建物・構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点か
ら，安全上重要な機能を有する建物・構築物，系統及び機器を対象とする。

定義

11

外部事象防護対象施設及びそれらを収納する建屋（以下「外部事象防護対象施
設等」という。）は，自然現象又は人為事象に対し，機械的強度を有すること
等により，外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。
また，想定される自然現象及び人為事象の影響により外部事象防護対象施設等
に波及的影響を及ぼして安全機能を損なわせるおそれがある施設の影響を考慮
した設計とする。

定義

12

外部事象防護対象施設等以外の安全機能を有する施設は，自然現象又は人為事
象に対して機能を維持すること若しくは損傷を考慮して代替設備により必要な
機能を確保すること，安全上支障のない期間での修理を行うこと又はそれらを
組み合わせることにより，安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

13
また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保す
ること，安全上支障のない期間での修理を行うことを保安規定に定めて，管理
する。

運用要求

14

なお，使用済燃料輸送容器に使用済燃料が収納された使用済燃料収納使用済燃
料輸送容器（以下，「使用済燃料収納キャスク」という。）は，再処理施設内
に一時的に保管されることを踏まえ，自然現象及び人為事象により使用済燃料
収納キャスクを収納する建屋が使用済燃料収納キャスクに波及的破損を与えな
い設計とする。

冒頭宣言

説明対象
申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
(第8条 外部からの衝撃による損傷の防止(その他))

別紙2

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第１回

添付書類　構成

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

3.  防護設計に係る荷重等の設定

【3. 防護設計に係る荷重等の設定】
・想定される自然現象及び人為事象そのものがもた
らす環境条件並びにその結果として再処理施設で生
じ得る環境条件を考慮し，防護設計に係る荷重等の
条件を設定する。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

3.  防護設計に係る荷重等の設定

【3. 防護設計に係る荷重等の設定】
・想定される自然現象及び人為事象そのものがもたらす環
境条件並びにその結果として再処理施設で生じ得る環境条
件を考慮し，防護設計に係る荷重等の条件を設定する。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(1)風(台風)

【4.1(1)風(台風)】
・敷地付近で観測された日 大瞬間風速は，八戸特
別地域気象観測所での観測記録（1951年～2018年３
月）で41.7m/s（2017年９月18日）である。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(1)風(台風)

【4.1(1)風(台風)】
・敷地付近で観測された日 大瞬間風速は，八戸特別地域
気象観測所での観測記録（1951年～2018年３月）で41.7m/s
（2017年９月18日）である。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(2)凍結

【4.1(2)凍結】
・敷地付近で観測された日 低気温は，むつ特別地
域気象観測所での観測記録（1935年～2018年３月）
によれば－22.4℃（1984年２月18日），八戸特別地
域気象観測所での観測記録（1937年～2018年３月）
によれば－15.7℃（1953年１月３日）である。
・敷地及び敷地周辺の観測値を適切に考慮し，むつ
特別地域気象観測所，八戸特別地域気象観測所及び
六ケ所地域気象観測所における日 低気温の推移を
比較する。その結果，むつ特別地域気象観測所の観
測値は，六ケ所地域気象観測所の観測値に比べて低
く推移しており，かつ乖離が大きい。一方，八戸特
別地域気象観測所の観測値は，六ケ所地域気象観測
所の観測値と近似し，かつ極値が六ケ所地域気象観
測所の値を下回っている。以上のことから，八戸特
別地域観測所における観測記録の日 低気温を用い
て，凍結において考慮する外気温を-15.7℃と設定す
る。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(2)凍結

【4.1(2)凍結】
・敷地付近で観測された日 低気温は，むつ特別地域気象
観測所での観測記録（1935年～2018年３月）によれば－
22.4℃（1984年２月18日），八戸特別地域気象観測所での
観測記録（1937年～2018年３月）によれば－15.7℃（1953
年１月３日）である。
・敷地及び敷地周辺の観測値を適切に考慮し，むつ特別地
域気象観測所，八戸特別地域気象観測所及び六ケ所地域気
象観測所における日 低気温の推移を比較する。その結
果，むつ特別地域気象観測所の観測値は，六ケ所地域気象
観測所の観測値に比べて低く推移しており，かつ乖離が大
きい。一方，八戸特別地域気象観測所の観測値は，六ケ所
地域気象観測所の観測値と近似し，かつ極値が六ケ所地域
気象観測所の値を下回っている。以上のことから，八戸特
別地域観測所における観測記録の日 低気温を用いて，凍
結において考慮する外気温を-15.7℃と設定する。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(3)高温

【4.1(3)高温】
・敷地付近で観測された日 高気温の極値は，むつ
特別地域気象観測所での観測記録（1935年～2018年
３月）によれば34.7℃（2012年７月31日），八戸特
別地域気象観測所での観測記録（1937年～2018年３
月）によれば37.0℃（1978年８月３日）である。
・敷地及び敷地周辺の観測値を適切に考慮し，むつ
特別地域気象観測所，八戸特別地域気象観測所及び
六ケ所地域気象観測所における日 高気温の推移を
比較する。その結果，むつ特別地域気象観測所と八
戸特別地域気象観測所のいずれの観測値も六ケ所地
域気象観測所の観測値に近いことから，より厳しい
条件となるように，八戸特別地域気象観測所の日
高気温の極値37.0℃を高温において考慮する外気温
として設定する。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(3)高温

【4.1(3)高温】
・敷地付近で観測された日 高気温の極値は，むつ特別地
域気象観測所での観測記録（1935年～2018年３月）によれ
ば34.7℃（2012年７月31日），八戸特別地域気象観測所で
の観測記録（1937年～2018年３月）によれば37.0℃（1978
年８月３日）である。
・敷地及び敷地周辺の観測値を適切に考慮し，むつ特別地
域気象観測所，八戸特別地域気象観測所及び六ケ所地域気
象観測所における日 高気温の推移を比較する。その結
果，むつ特別地域気象観測所と八戸特別地域気象観測所の
いずれの観測値も六ケ所地域気象観測所の観測値に近いこ
とから，より厳しい条件となるように，八戸特別地域気象
観測所の日 高気温の極値37.0℃を高温において考慮する
外気温として設定する。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(5)積雪

【4.1(5)積雪】
・建築基準法施行令第八十六条に基づく六ヶ所村の
垂直積雪量は150cmとなっているが，敷地付近で観測
された 深積雪は，むつ特別地域気象観測所での観
測記録（1935年～2018年３月）によれば170cm（1977
年２月15日）であり，六ヶ所村統計書における記録
（1973年～2002年）による 深積雪は190cm（1977年
２月）である。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(5)積雪

【4.1(5)積雪】
・建築基準法施行令第八十六条に基づく六ヶ所村の垂直積
雪量は150cmとなっているが，敷地付近で観測された 深積
雪は，むつ特別地域気象観測所での観測記録（1935年～
2018年３月）によれば170cm（1977年２月15日）であり，
六ヶ所村統計書における記録（1973年～2002年）による
深積雪は190cm（1977年２月）である。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(6)生物学的事象

【4.1(6)生物学的事象】
・生物学的事象としては，敷地周辺の生物の生息状
況の調査に基づいて鳥類，昆虫類及び小動物を対象
生物に選定し，これらの生物が再処理施設へ侵入す
ることを防止又は抑制することにより，外部事象防
護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(6)生物学的事象

【4.1(6)生物学的事象】
・生物学的事象としては，敷地周辺の生物の生息状況の調
査に基づいて鳥類，昆虫類及び小動物を対象生物に選定
し，これらの生物が再処理施設へ侵入することを防止又は
抑制することにより，外部事象防護対象施設の安全機能を
損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(8)塩害

【4.1(8)塩害】
・一般に大気中の塩分量は，平野部で海岸から200m
付近までは多く，数百mの付近で激減する傾向があ
る。再処理施設は海岸から約5km離れており，塩害の
影響は小さいと考えられるが，外部事象防護対象施
設は，塩害の影響で安全機能を損なわない設計とす
る。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(8)塩害

【4.1(8)塩害】
・一般に大気中の塩分量は，平野部で海岸から200m付近ま
では多く，数百mの付近で激減する傾向がある。再処理施設
は海岸から約5km離れており，塩害の影響は小さいと考えら
れるが，外部事象防護対象施設は，塩害の影響で安全機能
を損なわない設計とする。

(2) 防護設計に係る荷重等の設定
想定される自然現象及び人為事象そのものがもたらす環境条件並びにその結果
として再処理施設で生じ得る環境条件を考慮し，防護設計に係る荷重等の条件
を設定する。

定義 基本方針

基本方針
(荷重等の設定)
(風(台風)・凍結・高温・
降水・積雪・生物学的事
象・塩害・有毒ガス・再
処理事業所内における化
学物質の漏えい)

15
【4.1(4)降水】
・敷地付近で観測された日 大降水量は，八戸特別地域気
象観測所での観測記録（1937年～2018年3月）で160.0mm
（1982年５月21日），むつ特別地域気象観測所での観測記
録（1937年～2018年３月）で162.5mm（1981年８月22日及び
2016年８月17日），六ケ所地域気象観測所での観測記録
(1976年4月～2020年3月)で208mm(1990年10月26日)である。
また，敷地付近で観測された日 大１時間降水量は，八戸
特別地域気象観測所での観測記録（1937年～2018年３月）
で67.0mm（1969年8月5日），むつ特別地域気象観測所での
観測記録（1937年～2018年３月）で51.5mm（1973年９月24
日），六ケ所地域気象観測所での観測記録(1976年4月～
2020年3月)で46mm(1990年10月26日)である。
・これらの観測記録のうち，日 大1時間降水量が も大き
い八戸特別地域気象観測所に対し，森林法に基づき10分間
降雨強度98.8mm/hを設定する。設計上考慮する降水量につ
いては，これらの観測記録及び降雨強度のうち， も大き
い98.8mm/hを設計基準降水量として設定する。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(4)降水

【4.1(4)降水】
・敷地付近で観測された日 大降水量は，八戸特別
地域気象観測所での観測記録（1937年～2018年3月）
で160.0mm（1982年５月21日），むつ特別地域気象観
測所での観測記録（1937年～2018年３月）で162.5mm
（1981年８月22日及び2016年８月17日），六ケ所地
域気象観測所での観測記録(1976年4月～2020年3月)
で208mm(1990年10月26日)である。また，敷地付近で
観測された日 大１時間降水量は，八戸特別地域気
象観測所での観測記録（1937年～2018年３月）で
67.0mm（1969年8月5日），むつ特別地域気象観測所
での観測記録（1937年～2018年３月）で51.5mm
（1973年９月24日），六ケ所地域気象観測所での観
測記録(1976年4月～2020年3月)で46mm(1990年10月26
日)である。
・これらの観測記録のうち，日 大1時間降水量が
も大きい八戸特別地域気象観測所に対し，森林法に
基づき10分間降雨強度98.8mm/hを設定する。設計上
考慮する降水量については，これらの観測記録及び
降雨強度のうち， も大きい98.8mm/hを設計基準降
水量として設定する。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(4)降水

○ 基本方針 -
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
(第8条 外部からの衝撃による損傷の防止(その他))

別紙2

項目番
号

基本設計方針 要求種別

(2) 防護設計に係る荷重等の設定
想定される自然現象及び人為事象そのものがもたらす環境条件並びにその結果
として再処理施設で生じ得る環境条件を考慮し，防護設計に係る荷重等の条件
を設定する。

定義15

説明対象
申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

第１回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
(第8条 外部からの衝撃による損傷の防止(その他))

別紙2

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第１回

添付書類　構成

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.2 人為事象に対する防護対策
(1)有毒ガス

【4.2(1)有毒ガス】
・外部事象防護対象施設は，再処理事業所内及びそ
の周辺で発生する有毒ガス（化学薬品の漏えいに伴
うものを含む）に対して安全機能を損なわない設計
とする。
・考えられる敷地内及び敷地周辺で発生する有毒ガ
スの抽出について説明する。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.2 人為事象に対する防護対策
(1)有毒ガス

【4.2(1)有毒ガス】
・外部事象防護対象施設は，再処理事業所内及びその周辺
で発生する有毒ガス（化学薬品の漏えいに伴うものを含
む）に対して安全機能を損なわない設計とする。
・考えられる敷地内及び敷地周辺で発生する有毒ガスの抽
出について説明する。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.2 人為事象に対する防護対策
(2)電磁的障害

【4.2(2)電磁的障害】
・外部事象防護対象施設は，電磁的障害に対して安
全機能を維持するために必要な計測制御設備及び安
全保護回路は，日本産業規格に基づいたノイズ対策
を行うとともに，電気的及び物理的な独立性を持た
せることにより，安全機能を損なわない設計とす
る。
・ノイズ対策としては，制御盤の制御部は鋼製の筐
体に格納するとともに筐体は接地すること，ケーブ
ルは金属シールド付ケーブルを使用するとともに金
属シールドは接地することにより，ノイズの侵入を
防止する設計とする。
・電気的分離対策としては，絶縁増幅器又は継電器
により，入力と出力を電気的に絶縁することで，安
全上重要な施設と安全上重要な施設以外の施設を電
気的に分離する設計とする。
・物理的分離対策としては，安全上重要な施設と安
全上重要な施設以外の施設のケーブルトレイを物理
的に分離する設計とする。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.2 人為事象に対する防護対策
(2)電磁的障害

【4.2(2)電磁的障害】
・外部事象防護対象施設は，電磁的障害に対して安全機能
を維持するために必要な計測制御設備及び安全保護回路
は，日本産業規格に基づいたノイズ対策を行うとともに，
電気的及び物理的な独立性を持たせることにより，安全機
能を損なわない設計とする。
・ノイズ対策としては，制御盤の制御部は鋼製の筐体に格
納するとともに筐体は接地すること，ケーブルは金属シー
ルド付ケーブルを使用するとともに金属シールドは接地す
ることにより，ノイズの侵入を防止する設計とする。
・電気的分離対策としては，絶縁増幅器又は継電器によ
り，入力と出力を電気的に絶縁することで，安全上重要な
施設と安全上重要な施設以外の施設を電気的に分離する設
計とする。
・物理的分離対策としては，安全上重要な施設と安全上重
要な施設以外の施設のケーブルトレイを物理的に分離する
設計とする。

16
(3) 自然現象及び人為事象に対する防護対策
外部事象防護対象施設等は，以下の自然現象及び人為事象に係る設計方針に基
づき機械的強度を有すること等により，安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4. 自然現象及び人為事象に対する防護対策

【4. 自然現象及び人為事象に対する防護対策】
・外部事象防護対象施設等は，以下の自然現象及び
人為事象に係る設計方針に基づき機械的強度を有す
ること等により，安全機能を損なわない設計とす
る。

○ 基本方針 -

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4. 自然現象及び人為事象に対する防護対策

【4. 自然現象及び人為事象に対する防護対策】
・外部事象防護対象施設等は，以下の自然現象及び人為事
象に係る設計方針に基づき機械的強度を有すること等によ
り，安全機能を損なわない設計とする。

(2) 防護設計に係る荷重等の設定
想定される自然現象及び人為事象そのものがもたらす環境条件並びにその結果
として再処理施設で生じ得る環境条件を考慮し，防護設計に係る荷重等の条件
を設定する。

定義 基本方針

基本方針
(荷重等の設定)
(風(台風)・凍結・高温・
降水・積雪・生物学的事
象・塩害・有毒ガス・再
処理事業所内における化
学物質の漏えい)

15

基本方針（外部事象防護対象施設）
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建
屋，精製建屋，
ウラン脱硝建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋，ウラン酸化物貯蔵建屋，ウラン・プルトニウム
混合酸化物貯蔵建屋，高レベル廃液ガラス固化建
屋，第１ガラス固化体貯蔵建屋，チャンネルボック
ス・バーナブルポイズン処理建屋，ハル・エンド
ピース貯蔵建屋
制御建屋，分析建屋，非常用電源建屋，主排気筒管
理建屋，主排気筒
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処
理設備
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備
安全冷却水系（安全冷却水系）及び計測制御設備
竜巻防護対策設備
・飛来物防護板（冷却塔接続屋外設備）
・飛来物防護板（主排気筒接続用　屋外配管及び屋
外ダクト　主排気筒周り）
・飛来物防護板（主排気筒接続用　屋外配管及び屋
外ダクト　分離建屋屋外）
・飛来物防護板（主排気筒接続用　屋外配管及び屋
外ダクト　精製建屋屋外）
・飛来物防護板（主排気筒接続用　屋外配管及び屋
外ダクト　高レベル廃液ガラス固化建屋屋外）
・飛来物防護ネット（使用済燃料の受入れ施設用
安全冷却水系冷却塔A）
・飛来物防護ネット（使用済燃料の受入れ施設用
安全冷却水系冷却塔B）
・飛来物防護ネット（再処理設備本体用　安全冷却
水系冷却塔A）
・飛来物防護ネット（再処理設備本体用　安全冷却
水系冷却塔B）
・飛来物防護ネット（第２非常用ディーゼル発電機
用　安全冷却水系冷却塔A）
・飛来物防護ネット（第２非常用ディーゼル発電機
用　安全冷却水系冷却塔B）

17

a. 自然現象に対する防護対策
(a)  風(台風)
外部事象防護対象施設は，建築基準法に基づき算出する風荷重に対して機械的
強度を有する設計とする又は機械的強度を有する建屋内に収納することで安全
機能を損なわない設計とする。

基本方針(風(台風))
冒頭宣言
評価要求

【4.1(1)風(台風)】
・外部事象防護対象施設は，この観測値を基準とし，建築
基準法及び平成12年５月31日建設省告示第1454号「Eの数値
を算出する方法並びにV0及び風力係数の数値を定める件」
に基づき算出する風荷重に対して機械的強度を有する設計
とする又は機械的強度を有する建屋内に収納することによ
り，安全機能を損なわない設計とする。
・ただし，建築基準法及び告示に基づき算出する風荷重
は，設計竜巻の 大風速（100m/s）による風荷重を大きく
下回るため，風（台風）に対する安全設計は竜巻に対する
設計の中で確認する。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(1)風(台風)

寸法（厚さ）
材料

'寸法（線径，網
目，厚さ）

基本方針（外部事象防護対象施設）
安全冷却水系（安全冷却水系）
竜巻防護対策設備
・飛来物防護ネット（再処理設備本体用　安全冷却
水系冷却塔B）

○

【4.1(1)風(台風)】
・外部事象防護対象施設は，この観測値を基準と
し，建築基準法及び平成12年５月31日建設省告示第
1454号「Eの数値を算出する方法並びにV0及び風力係
数の数値を定める件」に基づき算出する風荷重に対
して機械的強度を有する設計とする又は機械的強度
を有する建屋内に収納することにより，安全機能を
損なわない設計とする。
・ただし，建築基準法及び告示に基づき算出する風
荷重は，設計竜巻の 大風速（100m/s）による風荷
重を大きく下回るため，風（台風）に対する安全設
計は竜巻に対する設計の中で確認する。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(1)風(台風)

○ 基本方針 -
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
(第8条 外部からの衝撃による損傷の防止(その他))

別紙2

項目番
号

基本設計方針 要求種別

16
(3) 自然現象及び人為事象に対する防護対策
外部事象防護対象施設等は，以下の自然現象及び人為事象に係る設計方針に基
づき機械的強度を有すること等により，安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

(2) 防護設計に係る荷重等の設定
想定される自然現象及び人為事象そのものがもたらす環境条件並びにその結果
として再処理施設で生じ得る環境条件を考慮し，防護設計に係る荷重等の条件
を設定する。

定義15

17

a. 自然現象に対する防護対策
(a)  風(台風)
外部事象防護対象施設は，建築基準法に基づき算出する風荷重に対して機械的
強度を有する設計とする又は機械的強度を有する建屋内に収納することで安全
機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
評価要求

説明対象
申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

第１回申請と同一

第１回申請と同一

- -

【4.1(1)風(台風)】
・外部事象防護対象施設は，この観測値を基準とし，建築
基準法及び平成12年５月31日建設省告示第1454号「Eの数値
を算出する方法並びにV0及び風力係数の数値を定める件」
に基づき算出する風荷重に対して機械的強度を有する設計
とする又は機械的強度を有する建屋内に収納することによ
り，安全機能を損なわない設計とする。
・ただし，建築基準法及び告示に基づき算出する風荷重
は，設計竜巻の 大風速（100m/s）による風荷重を大きく
下回るため，風（台風）に対する安全設計は竜巻に対する
設計の中で確認する。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(1)風(台風)

寸法（厚さ）
材料

'寸法（線径，網
目，厚さ）

前処理建屋，分離建屋，ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，非常用電
源建屋
安全冷却水系（安全冷却水系）
竜巻防護対策設備
・飛来物防護板（冷却塔接続屋外設備）
換気設備（前処理建屋給気系）
換気設備（分離建屋給気系）
換気設備（精製建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気
系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋給気系）
精製建屋，ウラン脱硝建屋，ウラン酸化物貯蔵建
屋，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋，
第１ガラス固化体貯蔵建屋，低レベル廃液処理建
屋，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理
建屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋，制御建屋，分
析建屋，主排気筒管理建屋
主排気筒
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処
理設備
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備
竜巻防護対策設備
・飛来物防護板（制御建屋　中央制御室換気設備設
置室）
・飛来物防護板（第１ガラス固化体貯蔵建屋）
・飛来物防護板（主排気筒接続用　屋外配管及び屋
外ダクト　主排気筒周り）
・飛来物防護板（主排気筒接続用　屋外配管及び屋
外ダクト　分離建屋屋外）
・飛来物防護板（主排気筒接続用　屋外配管及び屋
外ダクト　精製建屋屋外）
・飛来物防護板（主排気筒接続用　屋外配管及び屋
外ダクト　高レベル廃液ガラス固化建屋屋外）
・飛来物防護ネット（再処理設備本体用　安全冷却
水系冷却塔A）
・飛来物防護ネット（第２非常用ディーゼル発電機
用　安全冷却水系冷却塔A）
・飛来物防護ネット（第２非常用ディーゼル発電機
用　安全冷却水系冷却塔B）

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
安全冷却水系（安全冷却水系）
計測制御設備
竜巻防護対策設備
・飛来物防護ネット（使用済燃料の受入れ施設用
安全冷却水系冷却塔A）
・飛来物防護ネット（使用済燃料の受入れ施設用
安全冷却水系冷却塔B）

〇
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
(第8条 外部からの衝撃による損傷の防止(その他))

別紙2

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第１回

添付書類　構成

19

(c) 高温
外部事象防護対象施設は，敷地付近の気象観測所での日 高気温の観測記録を
考慮して，高温に対して要求される機能を維持する設計とすることにより，安
全機能を損なわない設計とする。

評価要求

基本方針（外部事象防護対象施設）
安全冷却水系（安全冷却水系）
ガラス固化体貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備
（貯蔵室からの換気系）
施設共通　基本設計方針(凍結及び高温に対する考
慮)

基本方針(高温)

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(3)高温

【4.1(3)高温】
・外部事象防護対象施設は，高温に対して要求され
る機能を維持する設計とすることにより，安全機能
を損なわない設計とする。
・なお，安全冷却水系，ガラス固化体貯蔵設備，ウ
ラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の貯蔵室か
らの排気系等の設計においては，安全機能の特徴を
踏まえ,日 高気温の極値が一時的に発生した場合で
はなく，長期的な温度変動を考慮する。
・具体的には，六ケ所地域気象観測所(1977年～2020
年)の日平均気温の極値28.5℃(1994年８月12日)を超
える温度29℃を設定する。

○

基本方針（外部事象防護対象施設）
安全冷却水系（安全冷却水系）
施設共通　基本設計方針(凍結及び高温に対する考
慮)

-

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(3)高温

【4.1(3)高温】
・外部事象防護対象施設は，高温に対して要求される機能
を維持する設計とすることにより，安全機能を損なわない
設計とする。
・なお，安全冷却水系，ガラス固化体貯蔵設備，ウラン・
プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の貯蔵室からの排気系等
の設計においては，安全機能の特徴を踏まえ,日 高気温の
極値が一時的に発生した場合ではなく，長期的な温度変動
を考慮する。
・具体的には，六ケ所地域気象観測所(1977年～2020年)の
日平均気温の極値28.5℃(1994年８月12日)を超える温度
29℃を設定する。

20

(d) 降水
外部事象防護対象施設は，敷地付近の気象観測所での観測記録を考慮して，降
水量を設定し，降水による影響に対し，排水溝及び敷地内排水路によって敷地
外へ排水するとともに，外部事象防護対象施設を収納する建屋の貫通部の止水
処理をすること，保護構造を有すること等により，雨水が当該建屋又は機器に
浸入することを防止することで，安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
設置要求

基本方針（外部事象防護対象施設）
施設共通　基本設計方針（排水溝及び敷地内排水
路）
安全冷却水系（安全冷却水系）
主排気筒

基本方針(降水)

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(4)降水

【4.1(4)降水】
外部事象防護対象施設は，設定した設計基準降水量
（98.8mm/h）の降水による影響に対し，排水溝及び
排水路によって敷地外へ排水するとともに，外部事
象防護対象施設を収納する建屋の貫通部の止水処理
をすること，外部事象防護対象施設を収納する建屋
の開口部の高さを確保することにより，雨水が当該
建屋に浸入することを防止することで，安全機能を
損なわない設計とする。
設備が建屋外壁を貫通する際の貫通部の止水処理及
び建屋の開口部の高さの確保については，「Ⅵ－１
－１－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方
針」において示す。
屋外の外部事象防護対象施設は，降水による浸水に
対し，外部事象防護対象施設のうち浸水の影響を受
けるおそれのある機器の設置高さを確保すること及
び保護構造を有することにより，安全機能を損なわ
ない設計とする。また，主排気筒は，排気の吹き上
げにより雨水が浸入し難く，雨水が浸入したとして
も雨水を排水できる構造とすることにより，安全機
能を損なわない設計とする。

○

基本方針（外部事象防護対象施設）
施設共通　基本設計方針（排水溝及び敷地内排水
路）
安全冷却水系（安全冷却水系）
主排気筒

-

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(4)降水

【4.1(4)降水】
外部事象防護対象施設は，設定した設計基準降水量
（98.8mm/h）の降水による影響に対し，排水溝及び排水路
によって敷地外へ排水するとともに，外部事象防護対象施
設を収納する建屋の貫通部の止水処理をすること，外部事
象防護対象施設を収納する建屋の開口部の高さを確保する
ことにより，雨水が当該建屋に浸入することを防止するこ
とで，安全機能を損なわない設計とする。
設備が建屋外壁を貫通する際の貫通部の止水処理及び建屋
の開口部の高さの確保については，「Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止に対する基本方針」において示す。
屋外の外部事象防護対象施設は，降水による浸水に対し，
外部事象防護対象施設のうち浸水の影響を受けるおそれの
ある機器の設置高さを確保すること及び保護構造を有する
ことにより，安全機能を損なわない設計とする。また，主
排気筒は，排気の吹き上げにより雨水が浸入し難く，雨水
が浸入したとしても雨水を排水できる構造とすることによ
り，安全機能を損なわない設計とする。

【4.1(2)凍結】
・外部事象防護対象施設は，建屋内への収納，給気
加熱，保温等の凍結防止措置を講ずることにより，
凍結に対して安全機能を損なわない設計とする。
・建屋内の外部事象防護対象施設は，気体廃棄物の
廃棄施設の換気設備，制御建屋中央制御室換気設
備，使用済燃料受入れ･貯蔵建屋制御室換気設備，第
２非常用ディーゼル発電機及び非管理区域換気空調
設備において給気加熱を行うことにより，凍結に対
して安全機能を損なわない設計とする。
・屋外の外部事象防護対象施設で凍結のおそれのあ
る安全冷却水系の冷却塔については，保温又は不凍
液の使用により凍結防止措置を講ずることにより，
凍結に対して安全機能を損なわない設計とする。
・凍結防止措置として不凍液を使用する場合は，外
気温-15.7℃に対して凍結するおそれのない濃度のも
のを用いる設計とする。
・また，仮に外気温が-15.7℃を下回るおそれがある
場合は，ファンの運転台数の制限，冷却水流量の調
整による凍結防止措置を講じることにより，外気温-
22.4℃に対しても安全機能を損なわない設計とす
る。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(2)凍結

基本方針(凍結)

基本方針（外部事象防護対象施設）
安全冷却水系（安全冷却水系）
安全冷却水系の計測制御設備
施設共通　基本設計方針(凍結及び高温に対する考
慮)

評価要求

(b) 凍結
外部事象防護対象施設は，敷地付近の気象観測所での日 低気温の観測記録を
考慮して，建屋内への収納，給気加熱，保温等の凍結防止措置を講ずることに
より，凍結に対して安全機能を損なわない設計とする。

18

【4.1(2)凍結】
・外部事象防護対象施設は，建屋内への収納，給気加熱，
保温等の凍結防止措置を講ずることにより，凍結に対して
安全機能を損なわない設計とする。
・建屋内の外部事象防護対象施設は，気体廃棄物の廃棄施
設の換気設備，制御建屋中央制御室換気設備，使用済燃料
受入れ･貯蔵建屋制御室換気設備，第２非常用ディーゼル発
電機及び非管理区域換気空調設備において給気加熱を行う
ことにより，凍結に対して安全機能を損なわない設計とす
る。
・屋外の外部事象防護対象施設で凍結のおそれのある安全
冷却水系の冷却塔については，保温又は不凍液の使用によ
り凍結防止措置を講ずることにより，凍結に対して安全機
能を損なわない設計とする。
・凍結防止措置として不凍液を使用する場合は，外気温-
15.7℃に対して凍結するおそれのない濃度のものを用いる
設計とする。
・また，仮に外気温が-15.7℃を下回るおそれがある場合
は，ファンの運転台数の制限，冷却水流量の調整による凍
結防止措置を講じることにより，外気温-22.4℃に対しても
安全機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(2)凍結

-

基本方針（外部事象防護対象施設）
安全冷却水系（安全冷却水系）
施設共通　基本設計方針(凍結及び高温に対する考
慮)

○

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(5)積雪

基本方針（外部事象防護対象施設）
安全冷却水系（安全冷却水系）
・飛来物防護ネット（再処理設備本体用　安全冷却
水系冷却塔B）

○

【4.1(5)積雪】
・積雪荷重に対しては， も厳しい観測値となる
六ヶ所村統計書における 深積雪である190cmを考慮
し，外部事象防護対象施設は積雪荷重に対して機械
的強度を有する設計とする又は機械的強度を有する
建屋内に収納することにより，外部事象防護対象施
設の安全機能を損なわない設計とする。
・積雪に対する設計は，同様な構造物への静的負荷
として降下火砕物の堆積荷重の影響を考慮する火山
の影響に対する設計の中で確認する。
・また，外部事象防護対象施設は，雪の取り込みに
よる閉塞に対し，外部事象防護対象施設を収納する
建屋の外気取入口に防雪フードを設置すること及び
雪による閉塞のおそれのある機器内へ雪を取り込み
難い設計とすることにより，安全機能を損なわない
設計とする。
・外部事象防護対象施設を収納する建屋の外気取入
口及び排気口は， 深積雪に対して閉塞しない位置
に設置することで，外部事象防護対象施設の安全機
能を損なわない設計とする。

【4.1(5)積雪】
・積雪荷重に対しては， も厳しい観測値となる六ヶ所村
統計書における 深積雪である190cmを考慮し，外部事象防
護対象施設は積雪荷重に対して機械的強度を有する設計と
する又は機械的強度を有する建屋内に収納することによ
り，外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない設計と
する。
・積雪に対する設計は，同様な構造物への静的負荷として
降下火砕物の堆積荷重の影響を考慮する火山の影響に対す
る設計の中で確認する。
・また，外部事象防護対象施設は，雪の取り込みによる閉
塞に対し，外部事象防護対象施設を収納する建屋の外気取
入口に防雪フードを設置すること及び雪による閉塞のおそ
れのある機器内へ雪を取り込み難い設計とすることによ
り，安全機能を損なわない設計とする。
・外部事象防護対象施設を収納する建屋の外気取入口及び
排気口は， 深積雪に対して閉塞しない位置に設置するこ
とで，外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない設計
とする。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(5)積雪

-基本方針(積雪)

基本方針（外部事象防護対象施設）
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建
屋，精製建屋，
ウラン脱硝建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋，ウラン酸化物貯蔵建屋，ウラン・プルトニウム
混合酸化物貯蔵建屋，高レベル廃液ガラス固化建
屋，第１ガラス固化体貯蔵建屋，チャンネルボック
ス・バーナブルポイズン処理建屋，ハル・エンド
ピース貯蔵建屋
制御建屋，分析建屋，非常用電源建屋，主排気筒管
理建屋，主排気筒
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処
理設備
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備
安全冷却水系（安全冷却水系）及び計測制御設備
竜巻防護対策設備
・飛来物防護板（冷却塔接続屋外設備）
・飛来物防護板（主排気筒接続用　屋外配管及び屋
外ダクト　主排気筒周り）
・飛来物防護板（主排気筒接続用　屋外配管及び屋
外ダクト　分離建屋屋外）
・飛来物防護板（主排気筒接続用　屋外配管及び屋
外ダクト　精製建屋屋外）
・飛来物防護板（主排気筒接続用　屋外配管及び屋
外ダクト　高レベル廃液ガラス固化建屋屋外）
・飛来物防護ネット（使用済燃料の受入れ施設用
安全冷却水系冷却塔A）
・飛来物防護ネット（使用済燃料の受入れ施設用
安全冷却水系冷却塔B）
・飛来物防護ネット（再処理設備本体用　安全冷却
水系冷却塔A）
・飛来物防護ネット（再処理設備本体用　安全冷却
水系冷却塔B）
・飛来物防護ネット（第２非常用ディーゼル発電機
用　安全冷却水系冷却塔A）
・飛来物防護ネット（第２非常用ディーゼル発電機
用　安全冷却水系冷却塔B）

換気設備（前処理建屋給気系）
換気設備（分離建屋給気系）
換気設備（精製建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気
系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋給気系）

評価要求
設置要求

(e) 積雪
外部事象防護対象施設は，敷地付近で観測された 深積雪を考慮した積雪荷重
に対し，機械的強度を有する設計とする又は機械的強度を有する建屋内に収納
することで安全機能を損なわない設計とする。
また，外部事象防護対象施設は，雪の取り込みによる閉塞に対し，外気取入口
に防雪フードを設置すること等により，安全機能を損なわない設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
(第8条 外部からの衝撃による損傷の防止(その他))

別紙2

項目番
号

基本設計方針 要求種別

19

(c) 高温
外部事象防護対象施設は，敷地付近の気象観測所での日 高気温の観測記録を
考慮して，高温に対して要求される機能を維持する設計とすることにより，安
全機能を損なわない設計とする。

評価要求

20

(d) 降水
外部事象防護対象施設は，敷地付近の気象観測所での観測記録を考慮して，降
水量を設定し，降水による影響に対し，排水溝及び敷地内排水路によって敷地
外へ排水するとともに，外部事象防護対象施設を収納する建屋の貫通部の止水
処理をすること，保護構造を有すること等により，雨水が当該建屋又は機器に
浸入することを防止することで，安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
設置要求

評価要求

(b) 凍結
外部事象防護対象施設は，敷地付近の気象観測所での日 低気温の観測記録を
考慮して，建屋内への収納，給気加熱，保温等の凍結防止措置を講ずることに
より，凍結に対して安全機能を損なわない設計とする。

18

評価要求
設置要求

(e) 積雪
外部事象防護対象施設は，敷地付近で観測された 深積雪を考慮した積雪荷重
に対し，機械的強度を有する設計とする又は機械的強度を有する建屋内に収納
することで安全機能を損なわない設計とする。
また，外部事象防護対象施設は，雪の取り込みによる閉塞に対し，外気取入口
に防雪フードを設置すること等により，安全機能を損なわない設計とする。

21

説明対象
申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 安全冷却水系（安全冷却水系）

安全冷却水系（安全冷却水系）
ガラス固化体貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備
（貯蔵室からの換気系）

- - -

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(3)高温

【4.1(3)高温】
・外部事象防護対象施設は，高温に対して要求される機能
を維持する設計とすることにより，安全機能を損なわない
設計とする。
・なお，安全冷却水系，ガラス固化体貯蔵設備，ウラン・
プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の貯蔵室からの排気系等
の設計においては，安全機能の特徴を踏まえ,日 高気温の
極値が一時的に発生した場合ではなく，長期的な温度変動
を考慮する。
・具体的には，六ケ所地域気象観測所(1977年～2020年)の
日平均気温の極値28.5℃(1994年８月12日)を超える温度
29℃を設定する。

〇

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
安全冷却水系（安全冷却水系）
竜巻防護対策設備
・飛来物防護ネット（使用済燃料の受入れ施設用
安全冷却水系冷却塔A）
・飛来物防護ネット（使用済燃料の受入れ施設用
安全冷却水系冷却塔B）

前処理建屋，分離建屋，ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，非常用電
源建屋
安全冷却水系（安全冷却水系）
竜巻防護対策設備
・飛来物防護板（冷却塔接続　屋外設備）
・飛来物防護ネット（再処理設備本体用　安全冷却
水系冷却塔A）
・飛来物防護ネット（第２非常用ディーゼル発電機
用　安全冷却水系冷却塔A）
・飛来物防護ネット（第２非常用ディーゼル発電機
用　安全冷却水系冷却塔B）

換気設備（前処理建屋給気系）
換気設備（分離建屋給気系）
換気設備（精製建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気
系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋給気系）
精製建屋，ウラン脱硝建屋，ウラン酸化物貯蔵建
屋，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋，
第１ガラス固化体貯蔵建屋，低レベル廃液処理建
屋，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理
建屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋，制御建屋，分
析建屋，主排気筒管理建屋
主排気筒
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処
理設備
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備
竜巻防護対策設備
・飛来物防護板（制御建屋　中央制御室換気設備設
置室）
・飛来物防護板（第１ガラス固化体貯蔵建屋）
・飛来物防護板（主排気筒接続用　屋外配管及び屋
外ダクト　主排気筒周り）
・飛来物防護板（主排気筒接続用　屋外配管及び屋
外ダクト　分離建屋屋外）
・飛来物防護板（主排気筒接続用　屋外配管及び屋
外ダクト　精製建屋屋外）
・飛来物防護板（主排気筒接続用　屋外配管及び屋
外ダクト　高レベル廃液ガラス固化建屋屋外）

換気設備（精製建屋給気系）

-

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(5)積雪

【4.1(5)積雪】
・積雪荷重に対しては， も厳しい観測値となる六ヶ所村
統計書における 深積雪である190cmを考慮し，外部事象防
護対象施設は積雪荷重に対して機械的強度を有する設計と
する又は機械的強度を有する建屋内に収納することによ
り，外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない設計と
する。
・積雪に対する設計は，同様な構造物への静的負荷として
降下火砕物の堆積荷重の影響を考慮する火山の影響に対す
る設計の中で確認する。
・また，外部事象防護対象施設は，雪の取り込みによる閉
塞に対し，外部事象防護対象施設を収納する建屋の外気取
入口に防雪フードを設置すること及び雪による閉塞のおそ
れのある機器内へ雪を取り込み難い設計とすることによ
り，安全機能を損なわない設計とする。
・外部事象防護対象施設を収納する建屋の外気取入口及び
排気口は， 深積雪に対して閉塞しない位置に設置するこ
とで，外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない設計
とする。

第１Ｇｒ申請と同一

- -

【4.1(2)凍結】
・外部事象防護対象施設は，建屋内への収納，給気加熱，
保温等の凍結防止措置を講ずることにより，凍結に対して
安全機能を損なわない設計とする。
・建屋内の外部事象防護対象施設は，気体廃棄物の廃棄施
設の換気設備，制御建屋中央制御室換気設備，使用済燃料
受入れ･貯蔵建屋制御室換気設備，第２非常用ディーゼル発
電機及び非管理区域換気空調設備において給気加熱を行う
ことにより，凍結に対して安全機能を損なわない設計とす
る。
・屋外の外部事象防護対象施設で凍結のおそれのある安全
冷却水系の冷却塔については，保温又は不凍液の使用によ
り凍結防止措置を講ずることにより，凍結に対して安全機
能を損なわない設計とする。
・凍結防止措置として不凍液を使用する場合は，外気温-
15.7℃に対して凍結するおそれのない濃度のものを用いる
設計とする。
・また，仮に外気温が-15.7℃を下回るおそれがある場合
は，ファンの運転台数の制限，冷却水流量の調整による凍
結防止措置を講じることにより，外気温-22.4℃に対しても
安全機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(2)凍結

---安全冷却水系（安全冷却水系）
安全冷却水系（安全冷却水系）
安全冷却水系の計測制御設備

○
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
(第8条 外部からの衝撃による損傷の防止(その他))

別紙2

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第１回

添付書類　構成

25

直接外気を取り込むガラス固化体貯蔵設備の収納管及び通風管は，防食処理を
施す設計とすることにより，安全機能を損なわない設計とする。
受電開閉設備は，碍子部分の絶縁性の維持対策により，安全機能を損なわない
設計とする。

設置要求
基本方針(外部事象防護対象施設)
ガラス固化体貯蔵設備
電源設備(受電開閉設備)

基本方針(塩害)

【4.1(8)塩害】
・また，直接外気を取り込むガラス固化体貯蔵設備
の収納管及び通風管には，防食処理（アルミニウム
溶射）を施す設計とする。
・なお，外部事象防護対象施設以外の安全機能を有
する施設のうち受電開閉設備は，碍子部分の絶縁を
保つために洗浄が行える設計とする。

○ 基本方針(外部事象防護対象施設) -

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(8)塩害

【4.1(8)塩害】
・また，直接外気を取り込むガラス固化体貯蔵設備の収納
管及び通風管には，防食処理（アルミニウム溶射）を施す
設計とする。
・なお，外部事象防護対象施設以外の安全機能を有する施
設のうち受電開閉設備は，碍子部分の絶縁を保つために洗
浄が行える設計とする。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(5)積雪

-基本方針(外部事象防護対象施設)○

【4.2(1)有毒ガス】
・事業指定（変更許可）を受けたとおり，敷地内及
び敷地周辺で発生する有毒ガスの発生源を網羅的か
つ体系的に調査した結果として，ボンベ類等の敷地
内の固定源及びタンクローリ等の敷地内の可動源を
有毒ガスの発生源とし，敷地内で発生した有毒ガス
が中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設の制御室並びに緊急時対策建屋に到達するおそれ
がある場合には，必要に応じて外気との連絡口を遮
断又は中央制御室内空気及び緊急時対策建屋内空気
の再循環運転を行うこと，防護具を着用することに
より，運転員及び設計基準事故及び重大事故等の対
処に必要な指示を行う要員への影響を防止し，安全
機能を有する施設の安全機能を損なわない設計とす
る。
・再循環時においては，中央制御室内及び緊急時対
策建屋内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響を考
慮し，運転員，設計基準事故及び重大事故等の対処
に必要な指示を行う要員への影響を防止し，安全機
能を有する施設の安全機能を損なわない設計とす
る。

【4.1(8)塩害】
・外部事象防護対象施設は，気体廃棄物の廃棄施設の換気
設備，制御建屋中央制御室換気設備，使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋制御室換気設備及び非管理区域換気設備の給気系
統に粒子フィルタ，高性能粒子フィルタ又は中性能フィル
タを設置することにより，建屋内の外部事象防護対象施設
への塩害の影響を防止すること，塗装又は腐食しにくい金
属を用いることによる腐食防止対策を行うことにより，安
全機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(8)塩害

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.2 人為事象に対する防護対策
(1)有毒ガス

基本方針（外部事象防護対象施設）○

【4.1(5)積雪】
・なお，気体廃棄物の廃棄施設の換気設備，制御建屋中央
制御室換気設備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気
設備，第2非常用ディーゼル発電機及び非管理区域換気空調
設備においては給気を加熱することにより，雪の取り込み
による閉塞を防止し，建屋内の外部事象防護対象施設が安
全機能を損なわない設計とする。
・屋外の外部事象防護対象施設のうち主排気筒は，排気の
吹き上げにより雪の取り込みによる閉塞を防止し，安全機
能を損なわない設計とする。

基本方針(積雪)

基本方針（外部事象防護対象施設）
換気設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系）
換気設備（前処理建屋給気系）
換気設備（分離建屋給気系）
換気設備（精製建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気
系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋給気系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋給気系）
換気設備（第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系）
換気設備（ウラン脱硝建屋給気系）
換気設備（ウラン酸化物貯蔵建屋給気系）
換気設備（チャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン処理建屋給気系）
換気設備（ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系）
換気設備（分析建屋給気系）
制御室換気設備
電気設備（ディーゼル発電機）
非管理区域の換気設備

機能要求①

(f) 生物学的事象
外部事象防護対象施設は，鳥類，昆虫類及び小動物の侵入を防止又は抑制する
ため，外部事象防護対象施設を収納する建屋の外気取入口等にバードスクリー
ンを，気体廃棄物の廃棄施設の換気設備等の給気系にフィルタを設置するこ
と，鳥類，昆虫類及び小動物の侵入による影響を受けるおそれがある機器が保
護構造を有すること等により，安全機能を損なわない設計とする。

23

【4.1(5)積雪】
・なお，気体廃棄物の廃棄施設の換気設備，制御建
屋中央制御室換気設備，使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋制御室換気設備，第2非常用ディーゼル発電機及び
非管理区域換気空調設備においては給気を加熱する
ことにより，雪の取り込みによる閉塞を防止し，建
屋内の外部事象防護対象施設が安全機能を損なわな
い設計とする。
・屋外の外部事象防護対象施設のうち主排気筒は，
排気の吹き上げにより雪の取り込みによる閉塞を防
止し，安全機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(8)塩害

【4.1(8)塩害】
・外部事象防護対象施設は，気体廃棄物の廃棄施設
の換気設備，制御建屋中央制御室換気設備，使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備及び非管理区
域換気設備の給気系統に粒子フィルタ，高性能粒子
フィルタ又は中性能フィルタを設置することによ
り，建屋内の外部事象防護対象施設への塩害の影響
を防止すること，塗装又は腐食しにくい金属を用い
ることによる腐食防止対策を行うことにより，安全
機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(5)積雪

-22

基本方針（外部事象防護対象施設）
換気設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系）
換気設備（前処理建屋給気系）
換気設備（分離建屋給気系）
換気設備（精製建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気
系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋給気系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋給気系）
換気設備（第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系）
換気設備（ウラン脱硝建屋給気系）
換気設備（ウラン酸化物貯蔵建屋給気系）
換気設備（チャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン処理建屋給気系）
換気設備（ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系）
換気設備（分析建屋給気系）
制御室換気設備
非管理区域の換気設備
施設共通基本設計方針（屋外の外部事象防護対象施
設の塗装及び腐食し難い金属の使用）

【4.1(6)生物学的事象】
・具体的には，外部事象防護対象施設を収納する建屋の外
気取入口にはバードスクリーンとしてステンレス製の金網
を設置し，生物学的事象に対し，鳥類及び小動物の侵入を
防止し，昆虫類の侵入を抑制する設計とする。
また，建屋貫通部は止水処理により，小動物の建屋内への
侵入を防止することで，外部事象防護対象施設の安全機能
を損なわない設計とする。
・気体廃棄物の廃棄施設の換気設備，制御建屋中央制御室
換気設備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備，
第1非常用ディーゼル発電機，第2非常用ディーゼル発電
機，安全圧縮空気系，非管理区域換気空調設備の給気系統
にはフィルタ，第2非常用ディーゼル発電機の給気にはステ
ンレスワイヤネットを設置し，生物の侵入を防止する設計
とする。
・屋外の外部事象防護施設は，鳥類，昆虫類及び小動物の
侵入による影響を受けるおそれがある機器が保護構造を有
することにより，鳥類，昆虫類及び小動物の侵入を防止す
る設計とする。
・なお，二又川から給水処理設備に水を受け入れる取水口
は，スクリーンを設置することにより，魚類及び底生生物
の侵入並びに藻類の取込みを防止又は抑制する設計とす
る。
・受電開閉設備における生物学的事象に対する考慮に係る
設計方針については，当該設備の申請に合わせて次回以降
に詳細を説明する。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(6)生物学的事象

-基本方針(外部事象防護対象施設)

基本方針（外部事象防護対象施設）
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建
屋，精製建屋，
ウラン脱硝建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋，ウラン酸化物貯蔵建屋，ウラン・プルトニウム
混合酸化物貯蔵建屋，高レベル廃液ガラス固化建
屋，第１ガラス固化体貯蔵建屋，チャンネルボック
ス・バーナブルポイズン処理建屋，ハル・エンド
ピース貯蔵建屋
制御建屋，分析建屋，非常用電源建屋，主排気筒管
理建屋

換気設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系）
換気設備（前処理建屋給気系）
換気設備（分離建屋給気系）
換気設備（精製建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気
系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋給気系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋給気系）
換気設備（第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系）
換気設備（ウラン脱硝建屋給気系）
換気設備（ウラン酸化物貯蔵建屋給気系）
換気設備（チャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン処理建屋給気系）
換気設備（ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系）
換気設備（分析建屋給気系）
制御室換気設備
電気設備（ディーゼル発電機）
安全圧縮空気系（安全圧縮空気系）
非管理区域の換気設備

【4.1(6)生物学的事象】
・具体的には，外部事象防護対象施設を収納する建
屋の外気取入口にはバードスクリーンとしてステン
レス製の金網を設置し，生物学的事象に対し，鳥類
及び小動物の侵入を防止し，昆虫類の侵入を抑制す
る設計とする。
また，建屋貫通部は止水処理により，小動物の建屋
内への侵入を防止することで，外部事象防護対象施
設の安全機能を損なわない設計とする。
・気体廃棄物の廃棄施設の換気設備，制御建屋中央
制御室換気設備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御
室換気設備，第1非常用ディーゼル発電機，第2非常
用ディーゼル発電機，安全圧縮空気系，非管理区域
換気空調設備の給気系統にはフィルタ，第2非常用
ディーゼル発電機の給気にはステンレスワイヤネッ
トを設置し，生物の侵入を防止する設計とする。
・屋外の外部事象防護施設は，鳥類，昆虫類及び小
動物の侵入による影響を受けるおそれがある機器が
保護構造を有することにより，鳥類，昆虫類及び小
動物の侵入を防止する設計とする。
・なお，二又川から給水処理設備に水を受け入れる
取水口は，スクリーンを設置することにより，魚類
及び底生生物の侵入並びに藻類の取込みを防止又は
抑制する設計とする。
・受電開閉設備における生物学的事象に対する考慮
に係る設計方針については，当該設備の申請に合わ
せて次回以降に詳細を説明する。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(6)生物学的事象

基本方針(生物学的事象)

-
基本方針(外部事象防護対象施設)
設共通基本設計方針（屋外の外部事象防護対象施設
の塗装及び腐食し難い金属の使用）

○

基本方針(有毒ガス)基本方針(外部事象防護対象施設)冒頭宣言

b. 人為事象に対する防護対策
(a) 有毒ガス
外部事象防護対象施設は，再処理事業所内及びその周辺で発生する有毒ガス
（化学薬品の漏えいに伴うものを含む）に対して安全機能を損なわない設計と
する。

26

【4.2(1)有毒ガス】
・事業指定（変更許可）を受けたとおり，敷地内及び敷地
周辺で発生する有毒ガスの発生源を網羅的かつ体系的に調
査した結果として，ボンベ類等の敷地内の固定源及びタン
クローリ等の敷地内の可動源を有毒ガスの発生源とし，敷
地内で発生した有毒ガスが中央制御室，使用済燃料の受入
れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策建屋に到達
するおそれがある場合には，必要に応じて外気との連絡口
を遮断又は中央制御室内空気及び緊急時対策建屋内空気の
再循環運転を行うこと，防護具を着用することにより，運
転員及び設計基準事故及び重大事故等の対処に必要な指示
を行う要員への影響を防止し，安全機能を有する施設の安
全機能を損なわない設計とする。
・再循環時においては，中央制御室内及び緊急時対策建屋
内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響を考慮し，運転
員，設計基準事故及び重大事故等の対処に必要な指示を行
う要員への影響を防止し，安全機能を有する施設の安全機
能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.2 人為事象に対する防護対策
(1)有毒ガス

○

機能要求①
設置要求

(h)  塩害
外部事象防護対象施設は，塩害に対し，気体廃棄物の廃棄施設の換気設備等の
給気系にフィルタを設置すること，塗装等による腐食防止対策により，安全機
能を損なわない設計とする。

24 基本方針(塩害)

機能要求①
なお，気体廃棄物の廃棄施設の換気設備等の給気系で給気を加熱することによ
り，雪の取り込みによる閉塞を防止し，外部事象防護対象施設が安全機能を損
なわない設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
(第8条 外部からの衝撃による損傷の防止(その他))

別紙2

項目番
号

基本設計方針 要求種別

25

直接外気を取り込むガラス固化体貯蔵設備の収納管及び通風管は，防食処理を
施す設計とすることにより，安全機能を損なわない設計とする。
受電開閉設備は，碍子部分の絶縁性の維持対策により，安全機能を損なわない
設計とする。

設置要求

機能要求①

(f) 生物学的事象
外部事象防護対象施設は，鳥類，昆虫類及び小動物の侵入を防止又は抑制する
ため，外部事象防護対象施設を収納する建屋の外気取入口等にバードスクリー
ンを，気体廃棄物の廃棄施設の換気設備等の給気系にフィルタを設置するこ
と，鳥類，昆虫類及び小動物の侵入による影響を受けるおそれがある機器が保
護構造を有すること等により，安全機能を損なわない設計とする。

23

22

冒頭宣言

b. 人為事象に対する防護対策
(a) 有毒ガス
外部事象防護対象施設は，再処理事業所内及びその周辺で発生する有毒ガス
（化学薬品の漏えいに伴うものを含む）に対して安全機能を損なわない設計と
する。

26

機能要求①
設置要求

(h)  塩害
外部事象防護対象施設は，塩害に対し，気体廃棄物の廃棄施設の換気設備等の
給気系にフィルタを設置すること，塗装等による腐食防止対策により，安全機
能を損なわない設計とする。

24

機能要求①
なお，気体廃棄物の廃棄施設の換気設備等の給気系で給気を加熱することによ
り，雪の取り込みによる閉塞を防止し，外部事象防護対象施設が安全機能を損
なわない設計とする。

説明対象
申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ -
ガラス固化体貯蔵設備
電源設備(受電開閉設備)

- - -

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(8)塩害

【4.1(8)塩害】
・また，直接外気を取り込むガラス固化体貯蔵設備の収納
管及び通風管には，防食処理（アルミニウム溶射）を施す
設計とする。
・なお，外部事象防護対象施設以外の安全機能を有する施
設のうち受電開閉設備は，碍子部分の絶縁を保つために洗
浄が行える設計とする。

第１回申請と同一

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(8)塩害

- - -

換気設備（前処理建屋給気系）
換気設備（分離建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気
系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋給気系）
換気設備（精製建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋給気系）
換気設備（第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系）
換気設備（ウラン脱硝建屋給気系）
換気設備（ウラン酸化物貯蔵建屋給気系）
換気設備（チャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン処理建屋給気系）
換気設備（ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系）
換気設備（分析建屋給気系）
制御室換気設備
非管理区域の換気設備

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備〇

【4.1(8)塩害】
・外部事象防護対象施設は，気体廃棄物の廃棄施設の換気
設備，制御建屋中央制御室換気設備，使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋制御室換気設備及び非管理区域換気設備の給気系
統に粒子フィルタ，高性能粒子フィルタ又は中性能フィル
タを設置することにより，建屋内の外部事象防護対象施設
への塩害の影響を防止すること，塗装又は腐食しにくい金
属を用いることによる腐食防止対策を行うことにより，安
全機能を損なわない設計とする。

-

前処理建屋，分離建屋，ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，非常用電
源建屋
換気設備（前処理建屋給気系）
換気設備（分離建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気
系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋給気系）
換気設備（非管理区域の換気設備の給気系）
電気設備（ディーゼル発電機）
安全圧縮空気系（安全圧縮空気系）
精製建屋，ウラン脱硝建屋，ウラン酸化物貯蔵建
屋，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋，第
１ガラス固化体貯蔵建屋，チャンネルボックス・
バーナブルポイズン処理建屋，ハル・エンドピース
貯蔵建屋，制御建屋，分析建屋，主排気筒管理建屋
換気設備（精製建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋給気系）
換気設備（第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系）
換気設備（ウラン脱硝建屋給気系）
換気設備（ウラン酸化物貯蔵建屋吸気系）
換気設備（チャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン処理建屋給気系）
換気設備（ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系）
換気設備（分析建屋給気系）
制御室換気設備
非管理区域の換気設備

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(6)生物学的事象

【4.1(5)積雪】
・なお，気体廃棄物の廃棄施設の換気設備，制御建屋中央
制御室換気設備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気
設備，第2非常用ディーゼル発電機及び非管理区域換気空調
設備においては給気を加熱することにより，雪の取り込み
による閉塞を防止し，建屋内の外部事象防護対象施設が安
全機能を損なわない設計とする。
・屋外の外部事象防護対象施設のうち主排気筒は，排気の
吹き上げにより雪の取り込みによる閉塞を防止し，安全機
能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.1 自然現象に対する防護対策
(5)積雪

-

換気設備（前処理建屋給気系）
換気設備（精製建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気
系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋給気系）
非管理区域の換気設備
換気設備（精製建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋給気系）
換気設備（第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系）
換気設備（ウラン脱硝建屋給気系）
換気設備（ウラン酸化物貯蔵建屋給気系）
換気設備（チャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン処理建屋給気系）
換気設備（ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系）
換気設備（分析建屋給気系）
制御室換気設備
電気設備（ディーゼル発電機）
非管理区域の換気設備

制御室換気設備（制御室換気設備）
換気設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系）

〇

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備
電気設備（ディーゼル発電機）

〇

【4.1(6)生物学的事象】
・具体的には，外部事象防護対象施設を収納する建屋の外
気取入口にはバードスクリーンとしてステンレス製の金網
を設置し，生物学的事象に対し，鳥類及び小動物の侵入を
防止し，昆虫類の侵入を抑制する設計とする。
また，建屋貫通部は止水処理により，小動物の建屋内への
侵入を防止することで，外部事象防護対象施設の安全機能
を損なわない設計とする。
・気体廃棄物の廃棄施設の換気設備，制御建屋中央制御室
換気設備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備，
第1非常用ディーゼル発電機，第2非常用ディーゼル発電
機，安全圧縮空気系，非管理区域換気空調設備の給気系統
にはフィルタ，第2非常用ディーゼル発電機の給気にはステ
ンレスワイヤネットを設置し，生物の侵入を防止する設計
とする。
・屋外の外部事象防護施設は，鳥類，昆虫類及び小動物の
侵入による影響を受けるおそれがある機器が保護構造を有
することにより，鳥類，昆虫類及び小動物の侵入を防止す
る設計とする。
・なお，二又川から給水処理設備に水を受け入れる取水口
は，スクリーンを設置することにより，魚類及び底生生物
の侵入並びに藻類の取込みを防止又は抑制する設計とす
る。
・受電開閉設備における生物学的事象に対する考慮に係る
設計方針については，当該設備の申請に合わせて次回以降
に詳細を説明する。

- -

- -
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
(第8条 外部からの衝撃による損傷の防止(その他))

別紙2

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第１回

添付書類　構成

27

中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策
建屋は，想定される有毒ガスの発生に対し，必要に応じて外気との連絡口を遮
断又は中央制御室内空気及び緊急時対策建屋内空気の再循環運転を行うこと，
防護具を着用すること等の措置を講ずることにより，中央制御室，使用済燃料
の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策建屋の居住性を損なわな
い設計とする。

機能要求①
運用要求

施設共通　基本設計方針（有毒ガスの対応）
制御室換気設備（制御室換気設備）
緊急時対策建屋換気設備

基本方針(有毒ガス)

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.2 人為事象に対する防護対策
(1)有毒ガス

【4.2(1)有毒ガス】
・事業指定（変更許可）を受けたとおり，敷地内及
び敷地周辺で発生する有毒ガスの発生源を網羅的か
つ体系的に調査した結果として，ボンベ類等の敷地
内の固定源及びタンクローリ等の敷地内の可動源を
有毒ガスの発生源とし，敷地内で発生した有毒ガス
が中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設の制御室並びに緊急時対策建屋に到達するおそれ
がある場合には，必要に応じて外気との連絡口を遮
断又は中央制御室内空気及び緊急時対策建屋内空気
の再循環運転を行うこと，防護具を着用することに
より，運転員及び設計基準事故及び重大事故等の対
処に必要な指示を行う要員への影響を防止し，安全
機能を有する施設の安全機能を損なわない設計とす
る。
・再循環時においては，中央制御室内及び緊急時対
策建屋内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響を考
慮し，運転員，設計基準事故及び重大事故等の対処
に必要な指示を行う要員への影響を防止し，安全機
能を有する施設の安全機能を損なわない設計とす
る。

○ 施設共通　基本設計方針（有毒ガスの対応） -

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.2 人為事象に対する防護対策
(1)有毒ガス

【4.2(1)有毒ガス】
・事業指定（変更許可）を受けたとおり，敷地内及び敷地
周辺で発生する有毒ガスの発生源を網羅的かつ体系的に調
査した結果として，ボンベ類等の敷地内の固定源及びタン
クローリ等の敷地内の可動源を有毒ガスの発生源とし，敷
地内で発生した有毒ガスが中央制御室，使用済燃料の受入
れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策建屋に到達
するおそれがある場合には，必要に応じて外気との連絡口
を遮断又は中央制御室内空気及び緊急時対策建屋内空気の
再循環運転を行うこと，防護具を着用することにより，運
転員及び設計基準事故及び重大事故等の対処に必要な指示
を行う要員への影響を防止し，安全機能を有する施設の安
全機能を損なわない設計とする。
・再循環時においては，中央制御室内及び緊急時対策建屋
内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響を考慮し，運転
員，設計基準事故及び重大事故等の対処に必要な指示を行
う要員への影響を防止し，安全機能を有する施設の安全機
能を損なわない設計とする。

28

再処理事業所内における化学物質の漏えいにより発生する有毒ガスについて
は，「(c)再処理事業所内における化学物質の漏えい」に対する設計方針として
示す。
有毒ガスが中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室又は緊
急時対策建屋に到達するおそれがある場合に係る設計方針については，第2章
個別項目の「4.　計測制御系統施設」及び「7.3.9　緊急時対策所」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(有毒ガス)

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.2 人為事象に対する防護対策
(1)有毒ガス

【4.2(1)有毒ガス】
・なお，再処理事業所内における化学物質の漏えい
により発生する有毒ガスについては，「(3)再処理事
業所内における化学物質の漏えい」に対する設計方
針として示す。
・敷地内及び敷地周辺で発生した有毒ガスが敷地内
の作業環境に到達するおそれがある場合に，再処理
施設の安全性を確保するために必要な措置をとるた
めの具体的な事項は，「Ⅳ－１－５－２制御室及び
緊急時対策所の居住性に関する説明書」に記載す
る。

○ 基本方針 -

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.2 人為事象に対する防護対策
(1)有毒ガス

【4.2(1)有毒ガス】
・なお，再処理事業所内における化学物質の漏えいにより
発生する有毒ガスについては，「(3)再処理事業所内におけ
る化学物質の漏えい」に対する設計方針として示す。
・敷地内及び敷地周辺で発生した有毒ガスが敷地内の作業
環境に到達するおそれがある場合に，再処理施設の安全性
を確保するために必要な措置をとるための具体的な事項
は，「Ⅳ－１－５－２制御室及び緊急時対策所の居住性に
関する説明書」に記載する。

29
(b) 電磁的障害
外部事象防護対象施設は，電磁的障害に対して安全機能を損なわない設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針(外部事象防護対象施設) 基本方針(電磁的障害) ○ 基本方針(外部事象防護対象施設) -

30
外部事象防護対象施設の安全機能を維持するために必要な計測制御設備及び安
全保護回路は，日本産業規格に基づいたノイズ対策を行うとともに，電気的及
び物理的な独立性を持たせることにより，安全機能を損なわない設計とする。

機能要求①
施設共通　基本設計方針（計装系を有する安全上重
要な施設に対する共通的な措置）

基本方針(電磁的障害) ○
施設共通　基本設計方針（計装系を有する安全上重
要な施設に対する共通的な措置）

-

31

(c)  再処理事業所内における化学物質の漏えい
外部事象防護対象施設は，想定される再処理事業所内における化学物質の漏え
いに対し，安全機能を損なわない設計とする。
これらの化学物資の漏えいによる影響としては，外部事象防護対象施設に直接
被水すること等による安全機能への影響及び漏えいした化学物質の反応等に
よって発生する有毒ガスによる制御室の運転員，敷地内の作業員等への影響が
考えられる。
外部事象防護対象施設の安全機能への影響については，「７．８屋外で発生す
る化学薬品の漏えいに関する化学薬品の漏えい評価及び防護設計方針」に示
す。

冒頭宣言 基本方針(外部事象防護対象施設)
基本方針(再処理事業所内
における化学物質の漏え
い)

○ 基本方針(外部事象防護対象施設) -

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.2 人為事象に対する防護対策
(3)再処理事業所内における化学物質の漏えい

33

c. 必要な機能を損なわないための運用上の措置
自然現象及び人為事象に関する設計条件等に係る新知見の収集並びに自然現象
及び人為事象に対する防護措置との組合せにより安全機能を損なわないための
運用上の措置として，以下を保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針（運用）

【4.3 必要な機能を損なわないための運用上の措
置】
自然現象及び人為事象に関する設計条件等に係る新
知見の収集並びに自然現象及び人為事象に対する防
護措置との組合せにより安全機能を損なわないため
の運用上の措置として，以下を保安規定に定めて，
管理する。

○
基本方針

-

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.3 必要な機能を損なわないための運用上の措置

【4.3 必要な機能を損なわないための運用上の措置】
自然現象及び人為事象に関する設計条件等に係る新知見の
収集並びに自然現象及び人為事象に対する防護措置との組
合せにより安全機能を損なわないための運用上の措置とし
て，以下を保安規定に定めて，管理する。

34
・定期的に自然現象に係る気象条件等の新知見の収集を実施するとともに，新
知見が得られた場合に影響評価を行うこと

運用要求 施設共通　基本設計方針(新知見の収集) 基本方針（運用）

【4.3 必要な機能を損なわないための運用上の措
置】
・定期的に自然現象に係る気象条件等の新知見の収
集を実施するとともに，新知見が得られた場合に影
響評価を行うこと

○ 施設共通　基本設計方針(新知見の収集) -

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.3 必要な機能を損なわないための運用上の措置

【4.3 必要な機能を損なわないための運用上の措置】
・定期的に自然現象に係る気象条件等の新知見の収集を実
施するとともに，新知見が得られた場合に影響評価を行う
こと

35 ・除雪を適宜実施すること 運用要求 施設共通　基本設計方針(除雪) 基本方針（運用）
【4.3 必要な機能を損なわないための運用上の措
置】
・除雪を適宜実施すること

○ 施設共通　基本設計方針(除雪) -

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.3 必要な機能を損なわないための運用上の措置

【4.3 必要な機能を損なわないための運用上の措置】
・除雪を適宜実施すること

36

・有毒ガスが発生した場合又は再処理事業所内において化学物質の漏えいが発
生した場合は，中央制御室及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
の運転員並びに緊急時対策建屋において設計基準事故及び重大事故等の対処に
必要な指示を行う要員への影響を防止するため，外気との連絡口を遮断又は中
央制御室内空気及び緊急時対策建屋内空気の再循環運転を行うこと，防護具を
着用すること等の措置を講ずること及び制御室の運転員，敷地内の作業員等が
安全確保に係る対応ができるよう，作業リスクに応じた防護具の着用や漏えい
発生時の対応を定め，必要な資機材を配備すること

運用要求 施設共通　基本設計方針（有毒ガスの対応） 基本方針（運用）

【4.3 必要な機能を損なわないための運用上の措
置】
・有毒ガスが発生した場合又は再処理事業所内にお
いて化学物質の漏えいが発生した場合は，中央制御
室の運転員，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
の制御室の運転員並びに緊急時対策建屋において設
計基準事故及び重大事故等の対処に必要な指示を行
う要員への影響を防止するため，外気との連絡口を
遮断又は中央制御室内空気及び緊急時対策建屋内空
気の再循環運転を行うこと，防護具を着用すること
及び有毒ガス発生に係る終息活動を行うこと及び制
御室の運転員，緊急時対策建屋において設計基準事
故及び重大事故等の対処に必要な指示を行う要員，
敷地内の作業員が安全確保に係る対応ができるよ
う，作業リスクに応じた防護具の着用や漏えい発生
時の対応を定め，必要な資機材を配備すること

○ 施設共通　基本設計方針（有毒ガスの対応） -

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.3 必要な機能を損なわないための運用上の措置

【4.3 必要な機能を損なわないための運用上の措置】
・有毒ガスが発生した場合又は再処理事業所内において化
学物質の漏えいが発生した場合は，中央制御室の運転員，
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の運転員並
びに緊急時対策建屋において設計基準事故及び重大事故等
の対処に必要な指示を行う要員への影響を防止するため，
外気との連絡口を遮断又は中央制御室内空気及び緊急時対
策建屋内空気の再循環運転を行うこと，防護具を着用する
こと及び有毒ガス発生に係る終息活動を行うこと及び制御
室の運転員，緊急時対策建屋において設計基準事故及び重
大事故等の対処に必要な指示を行う要員，敷地内の作業員
が安全確保に係る対応ができるよう，作業リスクに応じた
防護具の着用や漏えい発生時の対応を定め，必要な資機材
を配備すること

32

また，制御室の運転員，敷地内の作業員等への影響については，中央制御室，
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策建屋が想定さ
れる再処理事業所内における化学物質の漏えいに対し，必要に応じて外気との
連絡口を遮断又は中央制御室内空気及び緊急時対策建屋内空気の再循環運転を
行うこと，防護具を着用すること等の措置を講ずることにより，中央制御室，
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策建屋の居住性
を損なわない設計とする。

機能要求①
運用要求

施設共通　基本設計方針（有毒ガスの対応）
制御室換気設備（制御室換気設備）
緊急時対策建屋換気設備

基本方針(再処理事業所内
における化学物質の漏え
い)

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.2 人為事象に対する防護対策
(3)再処理事業所内における化学物質の漏えい

-施設共通　基本設計方針（有毒ガスの対応）○

【4.2(3)再処理事業所内における化学物質の漏えい】
・このうち屋外で運搬又は受入れ時における化学物質の漏
えいに対する設計については，「Ⅵ－１－１－７　再処理
施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止に関す
る説明書」に示す。
・また，漏えいした化学物質の反応等によって発生する有
毒ガスによる制御室の運転員，設計基準事故及び重大事故
等の対処に必要な指示を行う要員に対する影響を想定し，
中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室並びに緊急時対策建屋に有毒ガスが到達するおそれがあ
る場合には，必要に応じて外気との連絡口を遮断又は中央
制御室内空気及び緊急時対策建屋内空気の再循環運転を行
うこと，防護具を着用することにより，安全機能を有する
施設の安全機能を損なわない設計とする。
・再循環時においては，中央制御室内及び緊急時対策建屋
内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響を考慮し，運転
員，設計基準事故及び重大事故等の対処に必要な指示を行
う要員への影響を防止し，安全機能を有する施設の安全機
能を損なわない設計とする。
・屋外で運搬又は受入時に化学物質の漏えいが発生した場
合における，作業リスクに応じた防護具の着用や漏えい発
生時の制御室の運転員，敷地内の作業員等の対応及び必要
な資機材の配備については，「Ⅵ－１－１－７－１ 化学薬
品の漏えいによる損傷の防止に対する基本方針」に記載す
る。

【4.2(3)再処理事業所内における化学物質の漏え
い】
・このうち屋外で運搬又は受入れ時における化学物
質の漏えいに対する設計については，「Ⅵ－１－１
－７　再処理施設内における化学薬品の漏えいによ
る損傷の防止に関する説明書」に示す。
・また，漏えいした化学物質の反応等によって発生
する有毒ガスによる制御室の運転員，設計基準事故
及び重大事故等の対処に必要な指示を行う要員に対
する影響を想定し，中央制御室，使用済燃料の受入
れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策建屋
に有毒ガスが到達するおそれがある場合には，必要
に応じて外気との連絡口を遮断又は中央制御室内空
気及び緊急時対策建屋内空気の再循環運転を行うこ
と，防護具を着用することにより，安全機能を有す
る施設の安全機能を損なわない設計とする。
・再循環時においては，中央制御室内及び緊急時対
策建屋内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響を考
慮し，運転員，設計基準事故及び重大事故等の対処
に必要な指示を行う要員への影響を防止し，安全機
能を有する施設の安全機能を損なわない設計とす
る。
・屋外で運搬又は受入時に化学物質の漏えいが発生
した場合における，作業リスクに応じた防護具の着
用や漏えい発生時の制御室の運転員，敷地内の作業
員等の対応及び必要な資機材の配備については，
「Ⅵ－１－１－７－１ 化学薬品の漏えいによる損傷
の防止に対する基本方針」に記載する。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.3 必要な機能を損なわないための運用上の措置

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.2 人為事象に対する防護対策
(3)再処理事業所内における化学物質の漏えい

【3.3(2)b. 電磁的障害】
・外部事象防護対象施設は，電磁的障害に対して安
全機能を維持するために必要な計装制御設備及び安
全保護回路は，日本産業規格に基づいたノイズ対策
を行うとともに，電気的及び物理的な独立性を持た
せることにより，安全機能を損なわない設計とす
る。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.2 人為事象に対する防護対策
(2)電磁的障害

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.2 人為事象に対する防護対策
(2)電磁的障害

【3.3(2)b. 電磁的障害】
・外部事象防護対象施設は，電磁的障害に対して安全機能
を維持するために必要な計装制御設備及び安全保護回路
は，日本産業規格に基づいたノイズ対策を行うとともに，
電気的及び物理的な独立性を持たせることにより，安全機
能を損なわない設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
(第8条 外部からの衝撃による損傷の防止(その他))

別紙2

項目番
号

基本設計方針 要求種別

27

中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策
建屋は，想定される有毒ガスの発生に対し，必要に応じて外気との連絡口を遮
断又は中央制御室内空気及び緊急時対策建屋内空気の再循環運転を行うこと，
防護具を着用すること等の措置を講ずることにより，中央制御室，使用済燃料
の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策建屋の居住性を損なわな
い設計とする。

機能要求①
運用要求

28

再処理事業所内における化学物質の漏えいにより発生する有毒ガスについて
は，「(c)再処理事業所内における化学物質の漏えい」に対する設計方針として
示す。
有毒ガスが中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室又は緊
急時対策建屋に到達するおそれがある場合に係る設計方針については，第2章
個別項目の「4.　計測制御系統施設」及び「7.3.9　緊急時対策所」に示す。

冒頭宣言

29
(b) 電磁的障害
外部事象防護対象施設は，電磁的障害に対して安全機能を損なわない設計とす
る。

冒頭宣言

30
外部事象防護対象施設の安全機能を維持するために必要な計測制御設備及び安
全保護回路は，日本産業規格に基づいたノイズ対策を行うとともに，電気的及
び物理的な独立性を持たせることにより，安全機能を損なわない設計とする。

機能要求①

31

(c)  再処理事業所内における化学物質の漏えい
外部事象防護対象施設は，想定される再処理事業所内における化学物質の漏え
いに対し，安全機能を損なわない設計とする。
これらの化学物資の漏えいによる影響としては，外部事象防護対象施設に直接
被水すること等による安全機能への影響及び漏えいした化学物質の反応等に
よって発生する有毒ガスによる制御室の運転員，敷地内の作業員等への影響が
考えられる。
外部事象防護対象施設の安全機能への影響については，「７．８屋外で発生す
る化学薬品の漏えいに関する化学薬品の漏えい評価及び防護設計方針」に示
す。

冒頭宣言

33

c. 必要な機能を損なわないための運用上の措置
自然現象及び人為事象に関する設計条件等に係る新知見の収集並びに自然現象
及び人為事象に対する防護措置との組合せにより安全機能を損なわないための
運用上の措置として，以下を保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言

34
・定期的に自然現象に係る気象条件等の新知見の収集を実施するとともに，新
知見が得られた場合に影響評価を行うこと

運用要求

35 ・除雪を適宜実施すること 運用要求

36

・有毒ガスが発生した場合又は再処理事業所内において化学物質の漏えいが発
生した場合は，中央制御室及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
の運転員並びに緊急時対策建屋において設計基準事故及び重大事故等の対処に
必要な指示を行う要員への影響を防止するため，外気との連絡口を遮断又は中
央制御室内空気及び緊急時対策建屋内空気の再循環運転を行うこと，防護具を
着用すること等の措置を講ずること及び制御室の運転員，敷地内の作業員等が
安全確保に係る対応ができるよう，作業リスクに応じた防護具の着用や漏えい
発生時の対応を定め，必要な資機材を配備すること

運用要求

32

また，制御室の運転員，敷地内の作業員等への影響については，中央制御室，
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策建屋が想定さ
れる再処理事業所内における化学物質の漏えいに対し，必要に応じて外気との
連絡口を遮断又は中央制御室内空気及び緊急時対策建屋内空気の再循環運転を
行うこと，防護具を着用すること等の措置を講ずることにより，中央制御室，
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策建屋の居住性
を損なわない設計とする。

機能要求①
運用要求

説明対象
申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ 制御室換気設備（制御室換気設備） 緊急時対策建屋換気設備 - - -

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.2 人為事象に対する防護対策
(1)有毒ガス

【4.2(1)有毒ガス】
・事業指定（変更許可）を受けたとおり，敷地内及び敷地
周辺で発生する有毒ガスの発生源を網羅的かつ体系的に調
査した結果として，ボンベ類等の敷地内の固定源及びタン
クローリ等の敷地内の可動源を有毒ガスの発生源とし，敷
地内で発生した有毒ガスが中央制御室，使用済燃料の受入
れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策建屋に到達
するおそれがある場合には，必要に応じて外気との連絡口
を遮断又は中央制御室内空気及び緊急時対策建屋内空気の
再循環運転を行うこと，防護具を着用することにより，運
転員及び設計基準事故及び重大事故等の対処に必要な指示
を行う要員への影響を防止し，安全機能を有する施設の安
全機能を損なわない設計とする。
・再循環時においては，中央制御室内及び緊急時対策建屋
内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響を考慮し，運転
員，設計基準事故及び重大事故等の対処に必要な指示を行
う要員への影響を防止し，安全機能を有する施設の安全機
能を損なわない設計とする。

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

-緊急時対策建屋換気設備○ 制御室換気設備（制御室換気設備）

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

0Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.2 人為事象に対する防護対策
(3)再処理事業所内における化学物質の漏えい

--

-
施設共通　基本設計方針（計装系を有する安全上重
要な施設に対する共通的な措置）

施設共通　基本設計方針（計装系を有する安全上重
要な施設に対する共通的な措置）

○

第１回申請と同一

- -

【3.3(2)b. 電磁的障害】
・外部事象防護対象施設は，電磁的障害に対して安全機能
を維持するために必要な計装制御設備及び安全保護回路
は，日本産業規格に基づいたノイズ対策を行うとともに，
電気的及び物理的な独立性を持たせることにより，安全機
能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

4.2 人為事象に対する防護対策
(2)電磁的障害
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第１章　共通項目
3. 自然現象等
3.3　外部からの衝撃による損傷の防止
3.3.2　竜巻
(1)防護すべき施設及び設計方針
　安全機能を有する施設は，事業指定(変更許可)を受けた想定される
竜巻(以下「設計竜巻」という。)が発生した場合においても，作用す
る設計荷重に対してその安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方
針
2．竜巻防護に関する基本方針
2.1 基本方針

【2.1 基本方針】
○安全機能を有する施設への防護対策
・安全機能を有する施設は，事業変更許可を
受けた想定される竜巻(以下「設計竜巻」とい
う。)が発生した場合においても，考慮すべき
設計荷重に対する構造健全性等の評価を行
い，必要に応じ対策を行うことで，安全機能
を損なわない設計とする。

― ― 〇 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方針
2．竜巻防護に関する基本方針
2.1 基本方針

【2.1 基本方針】
○安全機能を有する施設への防護対策
・安全機能を有する施設は，事業変更許可を受
けた想定される竜巻(以下「設計竜巻」とい
う。)が発生した場合においても，考慮すべき設
計荷重に対する構造健全性等の評価を行い，必
要に応じ対策を行うことで，安全機能を損なわ
ない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方
針
2.1.1 竜巻防護に対する設計方針

【2.1.1 竜巻防護に対する設計方針】
○竜巻防護対象施設等
・竜巻防護対象施設としては，安全評価上そ
の機能を期待する構築物，系統及び機器を漏
れなく抽出する観点から，安全上重要な機能
を有する構築物，系統及び機器を対象とす
る。竜巻防護対象施設等は，竜巻に対し，機
械的強度を有すること等により，竜巻防護対
象施設の安全機能を損なわない設計とする。 ― ―

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.1 竜巻防護に対する設計方針

【2.1.1 竜巻防護に対する設計方針】
○竜巻防護対象施設等
・竜巻防護対象施設としては，安全評価上その
機能を期待する構築物，系統及び機器を漏れな
く抽出する観点から，安全上重要な機能を有す
る構築物，系統及び機器を対象とする。竜巻防
護対象施設等は，竜巻に対し，機械的強度を有
すること等により，竜巻防護対象施設の安全機
能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-
2-2　竜巻
の影響を考
慮する施設
及び固縛対
象物の選定
2. 竜巻の
影響を考慮
する施設の
選定
2.1 竜巻の
影響を考慮
する施設の
選定の基本
方針

【2.1 竜巻の影響を考慮する施設の選定の
基本方針】
・竜巻防護対象施設を収納する建屋，建屋
内の施設で外気と繋がっている竜巻防護対
象施設，屋外の竜巻防護対象施設，竜巻防
護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施
設，竜巻防護対策設備，使用済燃料収納
キャスクを収納する建屋及び竜巻随伴事象
を考慮する施設を竜巻の影響を考慮する施
設とする。

Ⅵ-1-1-1-2-2　竜巻の影響を考慮する施設及び
固縛対象物の選定
2. 竜巻の影響を考慮する施設の選定
2.1 竜巻の影響を考慮する施設の選定の基本方
針

【2.1 竜巻の影響を考慮する施設の選定の基本
方針】
・竜巻防護対象施設を収納する建屋，建屋内の
施設で外気と繋がっている竜巻防護対象施設，
屋外の竜巻防護対象施設，竜巻防護対象施設等
に波及的影響を及ぼし得る施設，竜巻防護対策
設備，使用済燃料収納キャスクを収納する建屋
及び竜巻随伴事象を考慮する施設を竜巻の影響
を考慮する施設とする。

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
2. 設計の
基本方針

【2. 設計の基本方針】
・竜巻防護対象施設が，その安全機能を損
なうおそれがないようにするため，竜巻の
影響を考慮する施設の防護設計を行う。
・防護設計に当たっては，竜巻防護設計の
目的及び施設の分類を踏まえて，施設分類
ごとの要求機能を整理するとともに，施設
ごとに機能設計上の性能目標及び構造強度
設計上の性能目標を定める。
・竜巻の影響を考慮する施設の分類ごとに
要求機能を整理するとともに，施設ごとに
機能設計上の性能目標及び構造強度設計上
の性能目標を定める。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
2. 設計の基本方針

【2. 設計の基本方針】
・竜巻防護対象施設が，その安全機能を損なう
おそれがないようにするため，竜巻の影響を考
慮する施設の防護設計を行う。
・防護設計に当たっては，竜巻防護設計の目的
及び施設の分類を踏まえて，施設分類ごとの要
求機能を整理するとともに，施設ごとに機能設
計上の性能目標及び構造強度設計上の性能目標
を定める。
・竜巻の影響を考慮する施設の分類ごとに要求
機能を整理するとともに，施設ごとに機能設計
上の性能目標及び構造強度設計上の性能目標を
定める。

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方
針
2.1.1 竜巻防護に対する設計方針

【2.1.1 竜巻防護に対する設計方針】
〇波及的影響及び随伴事象
・その施設の倒壊等により竜巻防護対象施設
等に波及的影響を及ぼして安全機能を損なわ
せるおそれがある施設の影響及び竜巻の随伴
事象による影響を考慮した設計とする。 ― ―

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.1 竜巻防護に対する設計方針

【2.1.1 竜巻防護に対する設計方針】
〇波及的影響及び随伴事象
・その施設の倒壊等により竜巻防護対象施設等
に波及的影響を及ぼして安全機能を損なわせる
おそれがある施設の影響及び竜巻の随伴事象に
よる影響を考慮した設計とする。

Ⅵ-1-1-1-
2-2　竜巻
の影響を考
慮する施設
及び固縛対
象物の選定
2.2 竜巻の
影響を考慮
する施設の
選定

【2.2 竜巻の影響を考慮する施設の選定】
○竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼ
し得る施設
・竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼ
し得る施設として，破損に伴う機械的影響
を及ぼし得る施設，機能的影響を及ぼし得
る施設を竜巻の影響を考慮する施設として
選定し，選定結果を示す。
○竜巻随伴事象
・また，竜巻随伴事象として想定される外
部電源喪失も考慮し，竜巻の影響を考慮す
る施設として選定し，選定結果を示す。

Ⅵ-1-1-1-2-2　竜巻の影響を考慮する施設及び
固縛対象物の選定
2.2 竜巻の影響を考慮する施設の選定

【2.2 竜巻の影響を考慮する施設の選定】
○竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得
る施設
・竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得
る施設として，破損に伴う機械的影響を及ぼし
得る施設，機能的影響を及ぼし得る施設を竜巻
の影響を考慮する施設として選定し，選定結果
を示す。
○竜巻随伴事象
・また，竜巻随伴事象として想定される外部電
源喪失も考慮し，竜巻の影響を考慮する施設と
して選定し，選定結果を示す。

4

　竜巻防護対象施設等以外の安全機能を有する施設は，竜巻及びその
随伴事象に対して機能を維持すること若しくは竜巻及びその随伴事象
による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安
全上支障のない期間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わ
せることにより，その安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方
針
2.1.1 竜巻防護に対する設計方針

【2.1.1 竜巻防護に対する設計方針】
〇竜巻防護対象施設に含まれない安全機能を
有する施設
・竜巻及びその随伴事象に対して機能を維持
すること若しくは竜巻及びその随伴事象によ
る損傷を考慮して代替設備により必要な機能
を確保すること，安全上支障のない期間での
修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わ
せることにより，その安全機能を損なわない
設計とする。

― ― 〇 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.1 竜巻防護に対する設計方針

【2.1.1 竜巻防護に対する設計方針】
〇竜巻防護対象施設に含まれない安全機能を有
する施設
・竜巻及びその随伴事象に対して機能を維持す
ること若しくは竜巻及びその随伴事象による損
傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保
すること，安全上支障のない期間での修理を行
うこと又はそれらを適切に組み合わせることに
より，その安全機能を損なわない設計とする。

添付書類　構成（１）
添付書類

構成（２）
添付書類　説明内容（２）添付書類　説明内容（１）

第１回

基本方針 ―基本方針
基本方針
対象選定
設計方針

〇

〇

項目
番号

基本設計方針 要求種別

　また，その施設の倒壊等により竜巻防護対象施設等に波及的影響を
及ぼして安全機能を損なわせるおそれがある施設(以下「竜巻防護対
象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設」という。)の影響及び竜巻
の随伴事象による影響を考慮した設計とする。

冒頭宣言

2

3

冒頭宣言
定義

　設計竜巻から防護する施設(以下「竜巻防護対象施設」という。)と
しては，安全評価上その機能を期待する建物・構築物，系統及び機器
を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な機能を有する建物・構築
物，系統及び機器を対象とする。竜巻防護対象施設及びそれらを収納
する建屋(以下「竜巻防護対象施設等」という。)は，竜巻に対し，機
械的強度を有すること等により，竜巻防護対象施設の安全機能を損な
わない設計とする。

主な設備 展開事項

基本方針
基本方針
対象選定

基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-2-2　竜巻の影響を考慮する施設及び
固縛対象物の選定
2.2 竜巻の影響を考慮する施設の選定

【2.2 竜巻の影響を考慮する施設の選定】
○竜巻防護対象施設を収納する建屋
・建屋内の竜巻防護対象施設は，建屋にて防護
されることから，竜巻防護対象施設を収納する
建屋を竜巻の影響を考慮する施設として選定
し，選定結果を示す。
○建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護
対象施設
・建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護
対象施設については，竜巻の気圧差による荷重
が作用するおそれがあるため，竜巻の影響を考
慮する施設として選定し，選定結果を示す。
〇屋外の竜巻防護対象施設
・屋外の竜巻防護対象施設のうち，以下の施設
を，竜巻の影響を考慮する施設として選定し，
選定結果を示す。
〇竜巻防護対策設備
・竜巻防護対象施設の損傷防止のために防護措
置として設置する施設を，竜巻の影響を考慮す
る施設として選定する。

Ⅵ-1-1-1-
2-2　竜巻
の影響を考
慮する施設
及び固縛対
象物の選定
2.2 竜巻の
影響を考慮
する施設の
選定

【2.2 竜巻の影響を考慮する施設の選定】
○竜巻防護対象施設を収納する建屋
・建屋内の竜巻防護対象施設は，建屋にて
防護されることから，竜巻防護対象施設を
収納する建屋を竜巻の影響を考慮する施設
として選定し，選定結果を示す。
○建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻
防護対象施設
・建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻
防護対象施設については，竜巻の気圧差に
よる荷重が作用するおそれがあるため，竜
巻の影響を考慮する施設として選定し，選
定結果を示す。
〇屋外の竜巻防護対象施設
・屋外の竜巻防護対象施設のうち，以下の
施設を，竜巻の影響を考慮する施設として
選定し，選定結果を示す。
〇竜巻防護対策設備
・竜巻防護対象施設の損傷防止のために防
護措置として設置する施設を，竜巻の影響
を考慮する施設として選定する。
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1

第１章　共通項目
3. 自然現象等
3.3　外部からの衝撃による損傷の防止
3.3.2　竜巻
(1)防護すべき施設及び設計方針
　安全機能を有する施設は，事業指定(変更許可)を受けた想定される
竜巻(以下「設計竜巻」という。)が発生した場合においても，作用す
る設計荷重に対してその安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

4

　竜巻防護対象施設等以外の安全機能を有する施設は，竜巻及びその
随伴事象に対して機能を維持すること若しくは竜巻及びその随伴事象
による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安
全上支障のない期間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わ
せることにより，その安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

項目
番号

基本設計方針 要求種別

　また，その施設の倒壊等により竜巻防護対象施設等に波及的影響を
及ぼして安全機能を損なわせるおそれがある施設(以下「竜巻防護対
象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設」という。)の影響及び竜巻
の随伴事象による影響を考慮した設計とする。

冒頭宣言

2

3

冒頭宣言
定義

　設計竜巻から防護する施設(以下「竜巻防護対象施設」という。)と
しては，安全評価上その機能を期待する建物・構築物，系統及び機器
を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な機能を有する建物・構築
物，系統及び機器を対象とする。竜巻防護対象施設及びそれらを収納
する建屋(以下「竜巻防護対象施設等」という。)は，竜巻に対し，機
械的強度を有すること等により，竜巻防護対象施設の安全機能を損な
わない設計とする。

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回申請と同じ

第２回

第１回申請と同じ

第１回申請と同じ

第１回申請と同じ
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別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成（１）
添付書類

構成（２）
添付書類　説明内容（２）添付書類　説明内容（１）

第１回
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

5
　また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機
能を確保すること，安全上支障のない期間での修理を行うことを保安
規定に定めて，管理する。

運用要求

施設共通　基本設計方針
(安全上重要な施設に含まれない安
全機能を有する施設に対する運用上
の措置)

基本方針

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方
針
2.1.1 竜巻防護に対する設計方針

【2.1.1 竜巻防護に対する設計方針】
〇竜巻防護対象施設に含まれない安全機能を
有する施設に対する運用上の措置
・竜巻防護対象施設に含まれない安全機能を
有する施設の損傷を考慮して代替設備により
必要な機能を確保すること，安全上支障のな
い期間での修理を行うことを保安規定に定め
て，管理する。 ― ― 〇

施設共通　基本設計方針
(安全上重要な施設に含まれない安全機能を有す
る施設に対する運用上の措置)

―

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.1 竜巻防護に対する設計方針

【2.1.1 竜巻防護に対する設計方針】
〇竜巻防護対象施設に含まれない安全機能を有
する施設に対する運用上の措置
・竜巻防護対象施設に含まれない安全機能を有
する施設の損傷を考慮して代替設備により必要
な機能を確保すること，安全上支障のない期間
での修理を行うことを保安規定に定めて，管理
する。

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方
針
2.1.1 竜巻防護に対する設計方針

【2.1.1 竜巻防護に対する設計方針】
〇使用済燃料収納キャスク
・使用済燃料収納キャスクを収納する建屋
は，使用済燃料収納キャスクが再処理施設内
に一時的に保管されることを踏まえ，竜巻に
より使用済燃料収納キャスクに波及的破損を
与えない設計とする。

― ―

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.1 竜巻防護に対する設計方針

【2.1.1 竜巻防護に対する設計方針】
〇使用済燃料収納キャスク
・使用済燃料収納キャスクを収納する建屋は，
使用済燃料収納キャスクが再処理施設内に一時
的に保管されることを踏まえ，竜巻により使用
済燃料収納キャスクに波及的破損を与えない設
計とする。

Ⅵ-1-1-1-
2-2　竜巻
の影響を考
慮する施設
及び固縛対
象物の選定
2.2 竜巻の
影響を考慮
する施設の
選定

【2.2 竜巻の影響を考慮する施設の選定】
〇使用済燃料収納キャスクを収納する建屋
・建屋内に設置している使用済燃料収納
キャスクは，建屋にて防護されることか
ら，使用済燃料収納キャスクの代わりに使
用済燃料収納キャスクを収納する施設を，
竜巻の影響を考慮する施設とする。

Ⅵ-1-1-1-2-2　竜巻の影響を考慮する施設及び
固縛対象物の選定
2.2 竜巻の影響を考慮する施設の選定

【2.2 竜巻の影響を考慮する施設の選定】
〇使用済燃料収納キャスクを収納する建屋
・建屋内に設置している使用済燃料収納キャス
クは，建屋にて防護されることから，使用済燃
料収納キャスクの代わりに使用済燃料収納キャ
スクを収納する施設を，竜巻の影響を考慮する
施設とする。

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方
針
2.1.3 荷重の設定及び荷重の組合せ

【2.1.3 荷重の設定及び荷重の組合せ】
・竜巻に対する防護設計を行うための設計荷
重は，風圧力による荷重，気圧差による荷重
及び飛来物による衝撃荷重を組み合わせた荷
重(以下「設計竜巻荷重」という。)並びに安
全機能を有する施設に常時作用する荷重，運
転時荷重及びその他竜巻以外の自然現象によ
る荷重を適切に組み合わせたもの(以下「設計
荷重(竜巻)」という。)を設定する。 ― ―

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.3 荷重の設定及び荷重の組合せ

【2.1.3 荷重の設定及び荷重の組合せ】
・竜巻に対する防護設計を行うための設計荷重
は，風圧力による荷重，気圧差による荷重及び
飛来物による衝撃荷重を組み合わせた荷重(以下
「設計竜巻荷重」という。)並びに安全機能を有
する施設に常時作用する荷重，運転時荷重及び
その他竜巻以外の自然現象による荷重を適切に
組み合わせたもの(以下「設計荷重(竜巻)」とい
う。)を設定する。

Ⅵ-1-1-1-2-1
竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する防
護設計方針
(1) 設計竜巻による直接的影響に対する設計
b. 許容限界

【2.1.4(1)b. 許容限界】
・安全上適切と認められる規格及び基準又は
試験等で妥当性が確認されている値を用い
て，以下の施設分類ごとに許容限界を説明す
る。
　・竜巻防護対象施設を収納する建屋
　・建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻
防護対象施設
　・屋外の竜巻防護対象施設
　・竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼ
し得る施設
　・竜巻防護対策設備
　・使用済燃料収納キャスクを収納する建屋

― ―

Ⅵ-1-1-1-2-1
竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する防護
設計方針
(1) 設計竜巻による直接的影響に対する設計
b. 許容限界

【2.1.4(1)b. 許容限界】
・安全上適切と認められる規格及び基準又は試
験等で妥当性が確認されている値を用いて，以
下の施設分類ごとに許容限界を説明する。
　・屋外の竜巻防護対象施設
　・竜巻防護対策設備

8
　風圧力による荷重及び気圧差による荷重は，設計竜巻の特性値に基
づいて設定する。

定義 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方
針
2.1.2 設計竜巻及び設計飛来物の設定
(1) 設計竜巻の設定

【2.1.2(1) 設計竜巻の設定】
・風圧力による荷重，気圧差による荷重によ
る荷重としては，事業変更許可を受けた設計
竜巻(最大風速100m/s)の特性値に基づいて設
定する。
・設計竜巻の最大風速100m/sに対して，風(台
風)の風速は41.7m/sであるため，風(台風)の
設計は竜巻の設計に包絡される。 ― ― 〇 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.2 設計竜巻及び設計飛来物の設定
(1) 設計竜巻の設定

【2.1.2(1) 設計竜巻の設定】
・風圧力による荷重，気圧差による荷重による
荷重としては，事業変更許可を受けた設計竜巻
(最大風速100m/s)の特性値に基づいて設定す
る。
・設計竜巻の最大風速100m/sに対して，風(台
風)の風速は41.7m/sであるため，風(台風)の設
計は竜巻の設計に包絡される。

〇 基本方針 ―定義

基本方針
基本方針
対象選定

基本方針

6

　なお，使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管され
ることを踏まえ，竜巻により使用済燃料収納キャスクを収納する建屋
が使用済燃料収納キャスクに対して波及的破損を与えない設計とす
る。

冒頭宣言

7 基本方針

(2) 防護設計に係る荷重の設定
 竜巻に対する防護設計を行うための設計竜巻は事業指定(変更許可)
を受けた最大風速100m/sとし，設計荷重は，風圧力による荷重，気圧
差による荷重及び飛来物による衝撃荷重を組み合わせた設計竜巻荷重
並びに安全機能を有する施設に常時作用する荷重，運転時荷重及びそ
の他竜巻以外の自然現象による荷重を適切に組み合わせたもの(以下
「設計荷重(竜巻)」という。)を設定する。

〇

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方
針
2.1.3 荷重の設定及び荷重の組合せ
(1) 荷重の種類

【2.1.3(1) 荷重の種類】
〇常時作用する荷重
・常時作用する荷重としては，持続的に生じ
る固定荷重(自重)及び積載荷重を考慮する。
〇設計竜巻荷重
・設計竜巻荷重としては，設計竜巻の風圧力
による荷重，気圧差による荷重及び飛来物に
よる衝撃荷重を考慮する。飛来物による衝撃
荷重としては，設計飛来物である鋼製材が衝
突する場合の荷重を設定する。これらの荷重
は短期荷重とする。
〇運転時荷重
・運転時に作用する荷重としては，配管にか
かる内圧等とする。
〇積雪荷重
・その他の自然現象による荷重として，冬季
における竜巻の発生を想定し，「Ⅵ－１－１
－１　再処理施設の自然現象等による損傷の
防止に関する説明書」の「2.2　組合せ」に記
載している積雪荷重を考慮する。

― ―

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方
針
2.1.3 荷重の設定及び荷重の組合せ
(2) 荷重の組合せ

【2.1.3(2) 荷重の組合せ】
・竜巻防護設計における荷重の組合せとして
は，常時作用する荷重，設計竜巻荷重，運転
時荷重及び積雪荷重を適切に考慮する。
・設計竜巻荷重及び積雪荷重については，対
象とする施設の設置場所及びその他の環境条
件によって設定する。
・飛来物による衝突の設定においては，評価
に応じて影響の大きくなる向きで衝突するよ
うに設定する。さらに，衝突断面積について
も，影響が大きくなるような形状として設定
する。
・常時作用する荷重及び運転時荷重について
は，組み合わせることで設計竜巻荷重の抗力
となる場合には，保守的に組み合わせないこ
とを基本とする。

― ―

【2.1.3(2) 荷重の組合せ】
・竜巻防護設計における荷重の組合せとして
は，常時作用する荷重，設計竜巻荷重，運転時
荷重及び積雪荷重を適切に考慮する。
・設計竜巻荷重及び積雪荷重については，対象
とする施設の設置場所及びその他の環境条件に
よって設定する。
・飛来物による衝突の設定においては，評価に
応じて影響の大きくなる向きで衝突するように
設定する。さらに，衝突断面積についても，影
響が大きくなるような形状として設定する。
・常時作用する荷重及び運転時荷重について
は，組み合わせることで設計竜巻荷重の抗力と
なる場合には，保守的に組み合わせないことを
基本とする。

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.3 荷重の設定及び荷重の組合せ
(1) 荷重の種類

【2.1.3(1) 荷重の種類】
〇常時作用する荷重
・常時作用する荷重としては，持続的に生じる
固定荷重(自重)及び積載荷重を考慮する。
〇設計竜巻荷重
・設計竜巻荷重としては，設計竜巻の風圧力に
よる荷重，気圧差による荷重及び飛来物による
衝撃荷重を考慮する。飛来物による衝撃荷重と
しては，設計飛来物である鋼製材が衝突する場
合の荷重を設定する。これらの荷重は短期荷重
とする。
〇運転時荷重
・運転時に作用する荷重としては，配管にかか
る内圧等とする。
〇積雪荷重
・その他の自然現象による荷重として，冬季に
おける竜巻の発生を想定し，「Ⅵ－１－１－１
再処理施設の自然現象等による損傷の防止に関
する説明書」の「2.2　組合せ」に記載している
積雪荷重を考慮する。

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.3 荷重の設定及び荷重の組合せ
(2) 荷重の組合せ

基本方針 ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

5
　また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機
能を確保すること，安全上支障のない期間での修理を行うことを保安
規定に定めて，管理する。

運用要求

8
　風圧力による荷重及び気圧差による荷重は，設計竜巻の特性値に基
づいて設定する。

定義

定義

6

　なお，使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管され
ることを踏まえ，竜巻により使用済燃料収納キャスクを収納する建屋
が使用済燃料収納キャスクに対して波及的破損を与えない設計とす
る。

冒頭宣言

7

(2) 防護設計に係る荷重の設定
 竜巻に対する防護設計を行うための設計竜巻は事業指定(変更許可)
を受けた最大風速100m/sとし，設計荷重は，風圧力による荷重，気圧
差による荷重及び飛来物による衝撃荷重を組み合わせた設計竜巻荷重
並びに安全機能を有する施設に常時作用する荷重，運転時荷重及びそ
の他竜巻以外の自然現象による荷重を適切に組み合わせたもの(以下
「設計荷重(竜巻)」という。)を設定する。

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-1-1-2-1
竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する防護
設計方針
(1) 設計竜巻による直接的影響に対する設計
b. 許容限界

【2.1.4(1)b. 許容限界】
・安全上適切と認められる規格及び基準又は試
験等で妥当性が確認されている値を用いて，以
下の施設分類ごとに許容限界を説明する。
　・竜巻防護対象施設を収納する建屋
　・建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防
護対象施設
　・竜巻防護対策設備

第１回申請と同じ

第１回申請と同じ

第１回申請と同じ

第１回申請と同じ
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成（１）
添付書類

構成（２）
添付書類　説明内容（２）添付書類　説明内容（１）

第１回
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

9

　飛来物による衝撃荷重としては，事業指定(変更許可)を受けた設計
飛来物である鋼製材(長さ4.2m×幅0.3m×奥行き0.2m，質量135kg，最
大水平速度51m/s，最大鉛直速度34m/s)が衝突する場合の荷重を設定
する。

定義 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方
針
2.1.2 設計竜巻及び設計飛来物の設定
(2) 設計飛来物の設定

【2.1.2(2) 設計飛来物の設定】
○設計飛来物について
・事業変更許可を受けたとおり，固縛等の運
用，管理を考慮して，鋼製材及び鋼製パイプ
を設計飛来物として設定する。
・設計飛来物のうち，飛来物防護ネットが鋼
製パイプを通過させない設計とすること，運
動エネルギ及び貫通力は鋼製材の方が大きい
ことから，飛来物による衝撃荷重は，鋼製材
が衝突する場合の荷重を設定する。 ― ― 〇 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.2 設計竜巻及び設計飛来物の設定
(2) 設計飛来物の設定

【2.1.2(2) 設計飛来物の設定】
○設計飛来物について
・事業変更許可を受けたとおり，固縛等の運
用，管理を考慮して，鋼製材及び鋼製パイプを
設計飛来物として設定する。
・設計飛来物のうち，飛来物防護ネットが鋼製
パイプを通過させない設計とすること，運動エ
ネルギ及び貫通力は鋼製材の方が大きいことか
ら，飛来物による衝撃荷重は，鋼製材が衝突す
る場合の荷重を設定する。

10
　さらに，設計飛来物に加えて，竜巻の影響を考慮する施設の設置状
況及びその他環境状況を考慮し，評価に用いる飛来物の衝突による荷
重を設定する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方
針
2.1.2 設計竜巻及び設計飛来物の設定
(2) 設計飛来物の設定

【2.1.2(2) 設計飛来物の設定】
〇極小飛来物について
・評価対象物の設置状況及びその他環境状況
を踏まえて，防護ネットを通過する砂利につ
いても，評価において設計飛来物に代わる飛
来物として設定する。
・砂利は，衝突時の運動エネルギは十分小さ
いため，竜巻防護対象施設に有意な変形は生
じないが，防護ネットを通過することから，
衝突による貫通影響評価を実施する。
・降下火砕物の粒子は，砂よりも硬度が低い
特性を持つため降下火砕物の粒子の衝突によ
る影響は小さく，設計飛来物の影響に包絡さ
れる。

― ― 〇 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.2 設計竜巻及び設計飛来物の設定
(2) 設計飛来物の設定

【2.1.2(2) 設計飛来物の設定】
〇極小飛来物について
・評価対象物の設置状況及びその他環境状況を
踏まえて，防護ネットを通過する砂利について
も，評価において設計飛来物に代わる飛来物と
して設定する。
・砂利は，衝突時の運動エネルギは十分小さい
ため，竜巻防護対象施設に有意な変形は生じな
いが，防護ネットを通過することから，衝突に
よる貫通影響評価を実施する。
・降下火砕物の粒子は，砂よりも硬度が低い特
性を持つため降下火砕物の粒子の衝突による影
響は小さく，設計飛来物の影響に包絡される。

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方
針
2.1.2 設計竜巻及び設計飛来物の設定
(2) 設計飛来物の設定

【2.1.2(2) 設計飛来物の設定】
○固縛等の措置
・飛来した場合の運動エネルギ又は貫通力が
設計飛来物である鋼製材よりも大きな資機材
等については設置場所及び障害物の有無を考
慮し，固定，固縛又は建屋収納並びに車両の
入構管理及び退避を実施することにより，飛
来物とならない設計とする。
・車両については，飛来対策区域及び退避場
所について説明する。

― ―

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.2 設計竜巻及び設計飛来物の設定
(2) 設計飛来物の設定

【2.1.2(2) 設計飛来物の設定】
○固縛等の措置
・飛来した場合の運動エネルギ又は貫通力が設
計飛来物である鋼製材よりも大きな資機材等に
ついては設置場所及び障害物の有無を考慮し，
固定，固縛又は建屋収納並びに車両の入構管理
及び退避を実施することにより，飛来物となら
ない設計とする。
・車両については，飛来対策区域及び退避場所
について説明する。

Ⅵ-1-1-1-
2-2　竜巻
の影響を考
慮する施設
及び固縛対
象物の選定
3. 竜巻防
護のための
固縛対象物
の選定
3.1 竜巻防
護のための
固縛対象物
の選定の基
本方針

【3.1 竜巻防護のための固縛対象物の選定
の基本方針】
・竜巻による飛来物として想定すべき資機
材等を調査し，設計竜巻により飛来物とな
り竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼ
す可能性があるものを固定，固縛，建屋収
納，車両の入構管理及び退避をする。

Ⅵ-1-1-1-2-2　竜巻の影響を考慮する施設及び
固縛対象物の選定
3. 竜巻防護のための固縛対象物の選定
3.1 竜巻防護のための固縛対象物の選定の基本
方針

【3.1 竜巻防護のための固縛対象物の選定の基
本方針】
・竜巻による飛来物として想定すべき資機材等
を調査し，設計竜巻により飛来物となり竜巻防
護対象施設等に波及的影響を及ぼす可能性があ
るものを固定，固縛，建屋収納，車両の入構管
理及び退避をする。

Ⅵ-1-1-1-
2-2　竜巻
の影響を考
慮する施設
及び固縛対
象物の選定
3.2 屋外に
保管する資
機材等
3.2.1 再処
理事業所内
における飛
来物の調査
3.2.2 固縛
対象物の選
定

【3.2 屋外に保管する資機材】
〇飛来物の調査
・再処理事業所内において，竜巻防護の観
点から想定すべき飛来物を選定するために
現地調査を行い，その結果を基に想定すべ
き飛来物となり得る資機材等を抽出した。
〇固縛対象物の選定
・飛来物調査により抽出した，飛来物とな
り得る資機材等について，資機材等の運動
エネルギ及び貫通力を算出する。
・固縛対象物は，運動エネルギ又は貫通力
が設計飛来物に包含されるか否かについて
の観点により抽出する。

Ⅵ-1-1-1-2-2　竜巻の影響を考慮する施設及び
固縛対象物の選定
3.2 屋外に保管する資機材等
3.2.1 再処理事業所内における飛来物の調査
3.2.2 固縛対象物の選定

【3.2 屋外に保管する資機材】
〇飛来物の調査
・再処理事業所内において，竜巻防護の観点か
ら想定すべき飛来物を選定するために現地調査
を行い，その結果を基に想定すべき飛来物とな
り得る資機材等を抽出した。
〇固縛対象物の選定
・飛来物調査により抽出した，飛来物となり得
る資機材等について，資機材等の運動エネルギ
及び貫通力を算出する。
・固縛対象物は，運動エネルギ又は貫通力が設
計飛来物に包含されるか否かについての観点に
より抽出する。

12

　また，設計飛来物による衝撃荷重を上回ると想定される再処理事業
所外からの飛来物は，飛来距離を考慮すると竜巻防護対象施設等に到
達するおそれはないことから，衝撃荷重として考慮する必要のあるも
のはない。

定義 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方
針
2.1.2 設計竜巻及び設計飛来物の設定
(2) 設計飛来物の設定

【2.1.2(2) 設計飛来物の設定】
〇敷地外の飛来物について
・再処理事業所外から飛来するおそれがあ
り，かつ，再処理事業所内からの飛来物によ
る衝撃荷重を上回ると想定されるものとして
むつ小川原ウィンドファームの風力発電施設
のブレードがある。むつ小川原ウィンド
ファームの風力発電施設から竜巻防護対象施
設等までの距離及び設計竜巻によるブレード
の飛来距離を考慮すると，ブレードが竜巻防
護対象施設等まで到達するおそれはないこと
から，ブレードは飛来物として考慮しない。

― ― 〇 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.2 設計竜巻及び設計飛来物の設定
(2) 設計飛来物の設定

【2.1.2(2) 設計飛来物の設定】
〇敷地外の飛来物について
・再処理事業所外から飛来するおそれがあり，
かつ，再処理事業所内からの飛来物による衝撃
荷重を上回ると想定されるものとしてむつ小川
原ウィンドファームの風力発電施設のブレード
がある。むつ小川原ウィンドファームの風力発
電施設から竜巻防護対象施設等までの距離及び
設計竜巻によるブレードの飛来距離を考慮する
と，ブレードが竜巻防護対象施設等まで到達す
るおそれはないことから，ブレードは飛来物と
して考慮しない。

13

(3) 竜巻に対する影響評価及び竜巻防護対策
a.　竜巻に対する影響評価及び竜巻防護対策
　竜巻に対する防護設計において，竜巻防護対象施設は，設計荷重
(竜巻)に対して機械的強度を有する建屋により保護すること，竜巻防
護対策設備を設置すること等により，安全機能を損なわない設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方
針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する竜
巻防護設計
(1) 設計竜巻による直接的影響に対する設計

【2.1.4(1) 設計竜巻による直接的影響に対す
る設計】
・竜巻に対する防護設計においては，設計荷
重(竜巻)に対して機械的強度を有する建屋に
より保護すること，竜巻防護対策設備を設置
すること等により，安全機能を損なわない設
計とする。

― ― 〇 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する竜巻
防護設計
(1) 設計竜巻による直接的影響に対する設計

【2.1.4(1) 設計竜巻による直接的影響に対する
設計】
・竜巻に対する防護設計においては，設計荷重
(竜巻)に対して機械的強度を有する建屋により
保護すること，竜巻防護対策設備を設置するこ
と等により，安全機能を損なわない設計とす
る。

11

　鋼製材よりも運動エネルギ又は貫通力が大きくなる資機材等の設置
場所及び障害物の有無を考慮し，固定，固縛又は建屋収納並びに車両
の入構管理及び退避を実施することにより，飛来物とならない設計と
する。

冒頭宣言
定義

基本方針
対象選定

基本方針 基本方針 ―〇
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

9

　飛来物による衝撃荷重としては，事業指定(変更許可)を受けた設計
飛来物である鋼製材(長さ4.2m×幅0.3m×奥行き0.2m，質量135kg，最
大水平速度51m/s，最大鉛直速度34m/s)が衝突する場合の荷重を設定
する。

定義

10
　さらに，設計飛来物に加えて，竜巻の影響を考慮する施設の設置状
況及びその他環境状況を考慮し，評価に用いる飛来物の衝突による荷
重を設定する。

冒頭宣言

12

　また，設計飛来物による衝撃荷重を上回ると想定される再処理事業
所外からの飛来物は，飛来距離を考慮すると竜巻防護対象施設等に到
達するおそれはないことから，衝撃荷重として考慮する必要のあるも
のはない。

定義

13

(3) 竜巻に対する影響評価及び竜巻防護対策
a.　竜巻に対する影響評価及び竜巻防護対策
　竜巻に対する防護設計において，竜巻防護対象施設は，設計荷重
(竜巻)に対して機械的強度を有する建屋により保護すること，竜巻防
護対策設備を設置すること等により，安全機能を損なわない設計とす
る。

冒頭宣言

11

　鋼製材よりも運動エネルギ又は貫通力が大きくなる資機材等の設置
場所及び障害物の有無を考慮し，固定，固縛又は建屋収納並びに車両
の入構管理及び退避を実施することにより，飛来物とならない設計と
する。

冒頭宣言
定義

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

第１回申請と同じ

第１回申請と同じ

第１回申請と同じ

第１回申請と同じ

第１回申請と同じ
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成（１）
添付書類

構成（２）
添付書類　説明内容（２）添付書類　説明内容（１）

第１回
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

14
　建屋内の竜巻防護対象施設は，設計荷重(竜巻)に対して竜巻防護対
象施設を収納する建屋内に設置することにより，安全機能を損なわな
い設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方
針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する防
護設計方針
(1) 設計竜巻による直接的影響に対する設計
a．設計方針
(a) 建屋内の竜巻防護対象施設

【2.1.4(1)a.(a) 建屋内の竜巻防護対象施
設】
・建屋内の竜巻防護対象施設は，設計荷重(竜
巻)に対して，竜巻時及び竜巻通過後におい
て，安全機能を損なわないよう，構造健全性
を維持する竜巻防護対象施設を収納する建屋
内に設置し，建屋により防護する設計とす
る。 ― ― 〇 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する防護
設計方針
(1) 設計竜巻による直接的影響に対する設計
a．設計方針
(a) 建屋内の竜巻防護対象施設

【2.1.4(1)a.(a) 建屋内の竜巻防護対象施設】
・建屋内の竜巻防護対象施設は，設計荷重(竜
巻)に対して，竜巻時及び竜巻通過後において，
安全機能を損なわないよう，構造健全性を維持
する竜巻防護対象施設を収納する建屋内に設置
し，建屋により防護する設計とする。

基本方針
(竜巻防護対象施設を収納する建屋)

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方
針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する防
護設計方針
(1) 設計竜巻による直接的影響に対する設計
a．設計方針
(b) 竜巻防護対象施設を収納する建屋

【2.1.4(1)a.(b) 竜巻防護対象施設を収納す
る建屋】
・竜巻防護対象施設を収納する建屋は，設計
荷重(竜巻)に対して，構造強度評価を実施
し，主要構造の構造健全性を維持することに
より，建屋内の竜巻防護対象施設が安全機能
を損なわない設計とする。

― ―

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する防護
設計方針
(1) 設計竜巻による直接的影響に対する設計
a．設計方針
(b) 竜巻防護対象施設を収納する建屋

【2.1.4(1)a.(b) 竜巻防護対象施設を収納する
建屋】
・竜巻防護対象施設を収納する建屋は，設計荷
重(竜巻)に対して，構造強度評価を実施し，主
要構造の構造健全性を維持することにより，建
屋内の竜巻防護対象施設が安全機能を損なわな
い設計とする。

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
3. 要求機
能及び性能
目標
3.1 設計竜
巻による直
接的影響を
考慮する施
設の防護設
計方針
(1) 竜巻防
護対象施設
を収納する
建屋

【3.1(1) 竜巻防護対象施設を収納する建
屋】
・竜巻防護対象施設を収納する建屋の対象
施設，要求機能及び性能目標を示す。
・構造強度設計上の性能目標を達成するた
めの強度計算の方針を「Ⅵ－１－１－１－
２－４－１－１　竜巻への配慮が必要な施
設の強度計算の方針」に示す。

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
4. 機能設
計
4.1 設計竜
巻による直
接的影響を
考慮する施
設の機能設
計
(1) 竜巻防
護対象施設
を収納する
建屋

【4.1(1) 竜巻防護対象施設を収納する建
屋】
・竜巻防護対象施設を収納する建屋の機能
設計の方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
5.構造設計
及び構造概
要
5.1 構造設
計
(1)竜巻防
護対象施設
を収納する
建屋

【5.1 (1)竜巻防護対象施設を収納する建
屋】
・竜巻防護対象施設を収納する建屋の構造
強度設計上の性能目

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
5.構造設計
及び構造概
要
5.2 構造概
要
(1)竜巻防
護対象施設
を収納する
建屋

【5.2 (1)竜巻防護対象施設を収納する建
屋】
・竜巻防護対象施設を収納する建屋の構造
の概要を記載する。

15
　竜巻防護対象施設を収納する建屋は，設計荷重(竜巻)に対して，構
造強度評価を実施し，構造健全性を維持することにより，建屋内の竜
巻防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。

評価要求 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯
蔵建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポ
イズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
制御建屋
分析建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋
第１非常用ディーゼル発電設備重油
タンク室

基本方針
(竜巻防護対象施設を収納する建屋)

―○
基本方針
設計方針
評価
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

14
　建屋内の竜巻防護対象施設は，設計荷重(竜巻)に対して竜巻防護対
象施設を収納する建屋内に設置することにより，安全機能を損なわな
い設計とする。

冒頭宣言

15
　竜巻防護対象施設を収納する建屋は，設計荷重(竜巻)に対して，構
造強度評価を実施し，構造健全性を維持することにより，建屋内の竜
巻防護対象施設が安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
3. 要求機能及び性能目標
3.1 設計竜巻による直接的影響を考慮する施設
の防護設計方針
(1) 竜巻防護対象施設を収納する建屋

【3.1(1) 竜巻防護対象施設を収納する建屋】
・竜巻防護対象施設を収納する建屋の対象施
設，要求機能及び性能目標を示す。
・構造強度設計上の性能目標を達成するための
強度計算の方針を「Ⅵ－１－１－１－２－４－
１－１　竜巻への配慮が必要な施設の強度計算
の方針」に示す。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
4. 機能設計
4.1 設計竜巻による直接的影響を考慮する施設
の機能設計
(1) 竜巻防護対象施設を収納する建屋

【4.1(1) 竜巻防護対象施設を収納する建屋】
・竜巻防護対象施設を収納する建屋の機能設計
の方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
5.構造設計及び構造概要
5.1 構造設計
(1)竜巻防護対象施設を収納する建屋

【5.1 (1)竜巻防護対象施設を収納する建屋】
・竜巻防護対象施設を収納する建屋の構造強度
設計上の性能目

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
5.構造設計及び構造概要
5.2 構造概要
(1)竜巻防護対象施設を収納する建屋

【5.2 (1)竜巻防護対象施設を収納する建屋】
・竜巻防護対象施設を収納する建屋の構造の概
要を記載する。

第１回申請と同じ

― ―○
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
第１非常用ディーゼル発電設備重油タンク室

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理
建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
制御建屋
分析建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成（１）
添付書類

構成（２）
添付書類　説明内容（２）添付書類　説明内容（１）

第１回
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

基本方針
(竜巻防護対象施設を収納する建屋)

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方
針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する防
護設計方針
(1) 設計竜巻による直接的影響に対する設計
a．設計方針
(b) 竜巻防護対象施設を収納する建屋

【2.1.4(1)a.(b) 竜巻防護対象施設を収納す
る建屋】
・設計飛来物の衝突に対して，貫通及び裏面
剥離の発生により竜巻防護対象施設が安全機
能を損なわない設計とする。

― ―

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する防護
設計方針
(1) 設計竜巻による直接的影響に対する設計
a．設計方針
(b) 竜巻防護対象施設を収納する建屋

【2.1.4(1)a.(b) 竜巻防護対象施設を収納する
建屋】
・設計飛来物の衝突に対して，貫通及び裏面剥
離の発生により竜巻防護対象施設が安全機能を
損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
3. 要求機
能及び性能
目標
3.1 設計竜
巻による直
接的影響を
考慮する施
設の防護設
計方針
(1) 竜巻防
護対象施設
を収納する
建屋

【3.1(1) 竜巻防護対象施設を収納する建
屋】
・竜巻防護対象施設を収納する建屋の対象
施設，要求機能及び性能目標を示す。
・構造強度設計上の性能目標を達成するた
めの強度計算の方針を「Ⅵ－１－１－１－
２－４－１－１　竜巻への配慮が必要な施
設の強度計算の方針」に示す。

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
4. 機能設
計
4.1 設計竜
巻による直
接的影響を
考慮する施
設の機能設
計
(1) 竜巻防
護対象施設
を収納する
建屋

【4.1(1) 竜巻防護対象施設を収納する建
屋】
・竜巻防護対象施設を収納する建屋の機能
設計の方針を示す。
※各回次にて設備が申請されるごとに記載
を拡充する。

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
5.構造設計
及び構造概
要
5.1 構造設
計
(1)竜巻防
護対象施設
を収納する
建屋

【5.1 (1)竜巻防護対象施設を収納する建
屋】
・竜巻防護対象施設を収納する建屋の構造
強度設計上の性能目標を達成するための構
造設計方針を記載する。

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
5.構造設計
及び構造概
要
5.2 構造概
要
(1)竜巻防
護対象施設
を収納する
建屋

【5.2 (1)竜巻防護対象施設を収納する建
屋】
・竜巻防護対象施設を収納する建屋の構造
の概要を記載する。

○
基本方針
(竜巻防護対象施設を収納する建屋)

―16
　また，設計飛来物の衝突に対して，貫通及び裏面剥離の発生により
竜巻防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯
蔵建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポ
イズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
制御建屋
分析建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋
第１非常用ディーゼル発電設備重油
タンク室

基本方針
設計方針
評価
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

16
　また，設計飛来物の衝突に対して，貫通及び裏面剥離の発生により
竜巻防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
3. 要求機能及び性能目標
3.1 設計竜巻による直接的影響を考慮する施設
の防護設計方針
(1) 竜巻防護対象施設を収納する建屋

【3.1(1) 竜巻防護対象施設を収納する建屋】
・竜巻防護対象施設を収納する建屋の対象施
設，要求機能及び性能目標を示す。
・構造強度設計上の性能目標を達成するための
強度計算の方針を「Ⅵ－１－１－１－２－４－
１－１　竜巻への配慮が必要な施設の強度計算
の方針」に示す。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
4. 機能設計
4.1 設計竜巻による直接的影響を考慮する施設
の機能設計
(1) 竜巻防護対象施設を収納する建屋

【4.1(1) 竜巻防護対象施設を収納する建屋】
・竜巻防護対象施設を収納する建屋の機能設計
の方針を示す。
※各回次にて設備が申請されるごとに記載を拡
充する。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
5.構造設計及び構造概要
5.1 構造設計
(1)竜巻防護対象施設を収納する建屋

【5.1 (1)竜巻防護対象施設を収納する建屋】
・竜巻防護対象施設を収納する建屋の構造強度
設計上の性能目標を達成するための構造設計方
針を記載する。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
5.構造設計及び構造概要
5.2 構造概要
(1)竜巻防護対象施設を収納する建屋

【5.2 (1)竜巻防護対象施設を収納する建屋】
・竜巻防護対象施設を収納する建屋の構造の概
要を記載する。

○
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
第１非常用ディーゼル発電設備重油タンク室

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理
建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
制御建屋
分析建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

―― ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成（１）
添付書類

構成（２）
添付書類　説明内容（２）添付書類　説明内容（１）

第１回
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

基本方針
(竜巻防護対象施設)

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方
針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する防
護設計方針
(1) 設計竜巻による直接的影響に対する設計
a. 設計方針
(c) 建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻
防護対象施設

【2.1.4(1)a.(c) 建屋内の施設で外気と繋
がっている竜巻防護対象施設】
・建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防
護対象施設は，気圧差荷重に対して，構造強
度評価を実施し，構造健全性を維持すること
により，竜巻時及び竜巻通過後において，安
全機能を損なわないよう，施設に要求される
機能を維持する設計とする。

― ―

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する防護
設計方針
(1) 設計竜巻による直接的影響に対する設計
a. 設計方針
(c) 建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防
護対象施設

【2.1.4(1)a.(c) 建屋内の施設で外気と繋がっ
ている竜巻防護対象施設】
・建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護
対象施設は，気圧差荷重に対して，構造強度評
価を実施し，構造健全性を維持することによ
り，竜巻時及び竜巻通過後において，安全機能
を損なわないよう，施設に要求される機能を維
持する設計とする。

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
3. 要求機
能及び性能
目標
3.1 設計竜
巻による直
接的影響を
考慮する施
設の防護設
計方針
(2) 建屋内
の施設で外
気と繋がっ
ている竜巻
防護対象施
設

【3.1(2) 建屋内の施設で外気と繋がって
いる竜巻防護対象施設】
・建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻
防護対象施設の対象施設，要求機能及び性
能目標を示す。
・構造強度設計上の性能目標を達成するた
めの強度計算の方針を「Ⅵ－１－１－１－
２－４－１－１　竜巻への配慮が必要な施
設の強度計算の方針」に示す。

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
4. 機能設
計
4.1 設計竜
巻による直
接的影響を
考慮する施
設の機能設
計
(2) 建屋内
の施設で外
気と繋がっ
ている竜巻
防護対象施
設

【4.1(2) 建屋内の施設で外気と繋がって
いる竜巻防護対象施設】
・建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻
防護対象施設の機能設計の方針を示す。
※各回次にて設備が申請されるごとに記載
を拡充する。

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
5.構造設計
及び構造概
要
5.1 構造設
計
(2)建屋内
の施設で外
気と繋がっ
ている竜巻
防護対象施
設

【5.1 (2)建屋内の施設で外気と繋がって
いる竜巻防護対象施設】
・建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻
防護対象施設の構造強度設計上の性能目標
を達成するための構造設計方針を記載す
る。

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
5.構造設計
及び構造概
要
5.2 構造概
要
(2)建屋内
の施設で外
気と繋がっ
ている竜巻
防護対象施
設

【5.2 (2)建屋内の施設で外気と繋がって
いる竜巻防護対象施設】
・建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻
防護対象施設の構造の概要を記載する。

18

　開口部等からの設計飛来物の侵入により，建屋内に収納されるが防
護が期待できない竜巻防護対象施設は，竜巻防護対策設備を設置する
ことにより，設計飛来物の衝突による影響に対して，安全機能を損な
わない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方
針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する防
護設計方針
(1) 設計竜巻による直接的影響に対する設計
a. 設計方針
(d) 建屋内に収納されるが防護が期待できな
い竜巻防護対象施設

【2.1.4(1)a.(d) 建屋内に収納されるが防護
が期待できない竜巻防護対象施設】
・開口部からの設計飛来物の侵入により，建
屋内に収納されるが防護が期待できない竜巻
防護対象施設は，設計飛来物の衝突による影
響に対して，竜巻防護対策設備を設置するこ
とにより，設計荷重(竜巻)に対し，竜巻時及
び竜巻通過後において，安全機能を損なわな
い設計とする。

― ― 〇 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する防護
設計方針
(1) 設計竜巻による直接的影響に対する設計
a. 設計方針
(d) 建屋内に収納されるが防護が期待できない
竜巻防護対象施設

【2.1.4(1)a.(d) 建屋内に収納されるが防護が
期待できない竜巻防護対象施設】
・開口部からの設計飛来物の侵入により，建屋
内に収納されるが防護が期待できない竜巻防護
対象施設は，設計飛来物の衝突による影響に対
して，竜巻防護対策設備を設置することによ
り，設計荷重(竜巻)に対し，竜巻時及び竜巻通
過後において，安全機能を損なわない設計とす
る。

17
　塔槽類廃ガス処理設備等の建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻
防護対象施設は，気圧差による荷重に対して構造強度評価を実施し，
安全機能を損なわないよう，要求される機能を維持する設計とする。

評価要求

せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（せん断処理・溶解廃ガス処理設
備）
塔槽類排ガス処理設備（前処理建屋
塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類排ガス処理設備（分離建屋塔
槽類廃ガス処理設備）
塔槽類排ガス処理設備（精製建屋塔
槽類廃ガス処理設備）
塔槽類排ガス処理設備（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備）
塔槽類排ガス処理設備（高レベル廃
液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理
設備）
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理
設備（高レベル廃液ガラス固化廃ガ
ス処理設備）
換気設備（前処理建屋換気設備）の
排気系
換気設備（分離建屋換気設備）の排
気系
換気設備（精製建屋換気設備）の排
気系
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋換気設備）の排気系
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合酸化物貯蔵建屋換気設備）の排気
系
換気設備（高レベル廃液ガラス固化
建屋換気設備）の排気系
ガラス固化体貯蔵設備（ガラス固化
体貯蔵設備）
制御建屋中央制御室換気設備（制御
室換気設備）
電気設備（ディーゼル発電機）

基本方針
設計方針
評価

○
基本方針
(竜巻防護対象施設)

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

18

　開口部等からの設計飛来物の侵入により，建屋内に収納されるが防
護が期待できない竜巻防護対象施設は，竜巻防護対策設備を設置する
ことにより，設計飛来物の衝突による影響に対して，安全機能を損な
わない設計とする。

冒頭宣言

17
　塔槽類廃ガス処理設備等の建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻
防護対象施設は，気圧差による荷重に対して構造強度評価を実施し，
安全機能を損なわないよう，要求される機能を維持する設計とする。

評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
3. 要求機能及び性能目標
3.1 設計竜巻による直接的影響を考慮する施設
の防護設計方針
(2) 建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防
護対象施設

【3.1(2) 建屋内の施設で外気と繋がっている竜
巻防護対象施設】
・建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護
対象施設の対象施設，要求機能及び性能目標を
示す。
・構造強度設計上の性能目標を達成するための
強度計算の方針を「Ⅵ－１－１－１－２－４－
１－１　竜巻への配慮が必要な施設の強度計算
の方針」に示す。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
4. 機能設計
4.1 設計竜巻による直接的影響を考慮する施設
の機能設計
(2) 建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防
護対象施設

【4.1(2) 建屋内の施設で外気と繋がっている竜
巻防護対象施設】
・建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護
対象施設の機能設計の方針を示す。
※各回次にて設備が申請されるごとに記載を拡
充する。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
5.構造設計及び構造概要
5.1 構造設計
(2)建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護
対象施設

【5.1 (2)建屋内の施設で外気と繋がっている竜
巻防護対象施設】
・建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護
対象施設の構造強度設計上の性能目標を達成す
るための構造設計方針を記載する。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
5.構造設計及び構造概要
5.2 構造概要
(2)建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護
対象施設

【5.2 (2)建屋内の施設で外気と繋がっている竜
巻防護対象施設】
・建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護
対象施設の構造の概要を記載する。

第１回申請と同じ

― ― ―○ 電気設備（ディーゼル発電機）

せん断処理・溶解廃ガス処理設備（せん断処
理・溶解廃ガス処理設備）
塔槽類排ガス処理設備（前処理建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備）
塔槽類排ガス処理設備（分離建屋塔槽類廃ガス
処理設備）
塔槽類排ガス処理設備（精製建屋塔槽類廃ガス
処理設備）
塔槽類排ガス処理設備（ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類排ガス処理設備（高レベル廃液ガラス固
化建屋塔槽類廃ガス処理設備）
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備（高レ
ベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備）
換気設備（前処理建屋換気設備）の排気系
換気設備（分離建屋換気設備）の排気系
換気設備（精製建屋換気設備）の排気系
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
換気設備）の排気系
換気設備（ウラン・プルトニウム混合酸化物貯
蔵建屋換気設備）の排気系
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設
備）の排気系
ガラス固化体貯蔵設備（ガラス固化体貯蔵設
備）
制御建屋中央制御室換気設備（制御室換気設
備）
電気設備（ディーゼル発電機）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成（１）
添付書類

構成（２）
添付書類　説明内容（２）添付書類　説明内容（１）

第１回
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

基本方針
(竜巻防護対象施設)

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方
針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する防
護設計方針
(1) 設計竜巻による直接的影響に対する設計
a. 設計方針
(e) 屋外の竜巻防護対象施設

【2.1.4(1)a.(e) 屋外の竜巻防護対象施設】
・屋外の竜巻防護対象施設は，設計荷重(竜
巻)に対して，構造強度評価を実施し，構造健
全性を維持することにより，竜巻時及び竜巻
通過後において，安全機能を損なわないよ
う，要求される機能を維持する設計とする。
・設計飛来物の衝突による貫通，裏面剥離及
び貫入に対し，安全機能を損なわないよう要
求される機能を維持する設計とする。
・竜巻防護対象施設が安全機能を損なうおそ
れがある場合には，防護措置として飛来物防
護ネット等の竜巻防護対策設備を設置する設
計とする。

― ―
基本方針
(竜巻防護対象施設)

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する防護
設計方針
(1) 設計竜巻による直接的影響に対する設計
a. 設計方針
(e) 屋外の竜巻防護対象施設

【2.1.4(1)a.(e) 屋外の竜巻防護対象施設】
・屋外の竜巻防護対象施設は，設計荷重(竜巻)
に対して，構造強度評価を実施し，構造健全性
を維持することにより，竜巻時及び竜巻通過後
において，安全機能を損なわないよう，要求さ
れる機能を維持する設計とする。
・設計飛来物の衝突による貫通，裏面剥離及び
貫入に対し，安全機能を損なわないよう要求さ
れる機能を維持する設計とする。
・竜巻防護対象施設が安全機能を損なうおそれ
がある場合には，防護措置として飛来物防護
ネット等の竜巻防護対策設備を設置する設計と
する。

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
3. 要求機
能及び性能
目標
3.1 設計竜
巻による直
接的影響を
考慮する施
設の防護設
計方針
(3) 屋外の
竜巻防護対
象施設

【3.1(3) 屋外の竜巻防護対象施設】
・屋外の竜巻防護対象施設の対象施設，要
求機能及び性能目標を示す。
・構造強度設計上の性能目標を達成するた
めの強度計算の方針を「Ⅵ－１－１－１－
２－４－１－１　竜巻への配慮が必要な施
設の強度計算の方針」に示す。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
3. 要求機能及び性能目標
3.1 設計竜巻による直接的影響を考慮する施設
の防護設計方針
(3) 屋外の竜巻防護対象施設

【3.1(3) 屋外の竜巻防護対象施設】
・屋外の竜巻防護対象施設の対象施設，要求機
能及び性能目標を示す。
・構造強度設計上の性能目標を達成するための
強度計算の方針を「Ⅵ－１－１－１－２－４－
１－１　竜巻への配慮が必要な施設の強度計算
の方針」に示す。

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
4. 機能設
計
4.1 設計竜
巻による直
接的影響を
考慮する施
設の機能設
計
(3)　屋外
の竜巻防護
対象施設

【4.1(3) 屋外の竜巻防護対象施設】
・屋外の竜巻防護対象施設の機能設計の方
針を示す。
※各回次にて設備が申請されるごとに記載
を拡充する。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
4. 機能設計
4.1 設計竜巻による直接的影響を考慮する施設
の機能設計
(3)　屋外の竜巻防護対象施設

【4.1(3) 屋外の竜巻防護対象施設】
・屋外の竜巻防護対象施設の機能設計の方針を
示す。
※各回次にて設備が申請されるごとに記載を拡
充する。

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
5.構造設計
及び構造概
要
5.1 構造設
計
(3)屋外の
竜巻防護対
象施設

【5.1 (3)屋外の竜巻防護対象施設】
・屋外の竜巻防護対象施設の構造強度設計
上の性能目標を達成するための構造設計方
針を記載する。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
5.構造設計及び構造概要
5.1 構造設計
(3)屋外の竜巻防護対象施設

【5.1 (3)屋外の竜巻防護対象施設】
・屋外の竜巻防護対象施設の構造強度設計上の
性能目標を達成するための構造設計方針を記載
する。

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
5.構造設計
及び構造概
要
5.2 構造概
要
(3)屋外の
竜巻防護対
象施設

【5.2 (3)屋外の竜巻防護対象施設】
・屋外の竜巻防護対象施設の構造の概要を
記載する。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
5.構造設計及び構造概要
5.2 構造概要
(3)屋外の竜巻防護対象施設

【5.2 (3)屋外の竜巻防護対象施設】
・屋外の竜巻防護対象施設の構造の概要を記載
する。

20
　竜巻防護対策設備の基本設計方針については，第２章　個別項目の
「7.3.4　竜巻防護対策設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 ― ― ― ― ― 〇 基本方針 ― ― ―

安全冷却水系

19

安全冷却水系の冷却塔等の屋外の竜巻防護対象施設は，設計荷重(竜
巻)に対して，構造強度評価を実施し，安全機能を損なわないよう，
要求される機能を維持する設計とする。また，設計飛来物の衝突によ
る影響に対して安全機能を損なうおそれのある場合には，竜巻防護対
策設備を設置することにより安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
安全冷却水系
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル廃
液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理
設備）
換気設備（前処理建屋換気設備）の
排気系
換気設備（分離建屋換気設備）の排
気系
換気設備（精製建屋換気設備）の排
気系
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋換気設備）の排気系
換気設備（高レベル廃液ガラス固化
建屋換気設備）の排気系

基本方針
設計方針
評価

○ ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

20
　竜巻防護対策設備の基本設計方針については，第２章　個別項目の
「7.3.4　竜巻防護対策設備」に示す。

冒頭宣言

19

安全冷却水系の冷却塔等の屋外の竜巻防護対象施設は，設計荷重(竜
巻)に対して，構造強度評価を実施し，安全機能を損なわないよう，
要求される機能を維持する設計とする。また，設計飛来物の衝突によ
る影響に対して安全機能を損なうおそれのある場合には，竜巻防護対
策設備を設置することにより安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
3. 要求機能及び性能目標
3.1 設計竜巻による直接的影響を考慮する施設
の防護設計方針
(3) 屋外の竜巻防護対象施設

【3.1(3) 屋外の竜巻防護対象施設】
・屋外の竜巻防護対象施設の対象施設，要求機
能及び性能目標を示す。
・構造強度設計上の性能目標を達成するための
強度計算の方針を「Ⅵ－１－１－１－２－４－
１－１　竜巻への配慮が必要な施設の強度計算
の方針」に示す。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
4. 機能設計
4.1 設計竜巻による直接的影響を考慮する施設
の機能設計
(3)　屋外の竜巻防護対象施設

【4.1(3) 屋外の竜巻防護対象施設】
・屋外の竜巻防護対象施設の機能設計の方針を
示す。
※各回次にて設備が申請されるごとに記載を拡
充する。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
5.構造設計及び構造概要
5.1 構造設計
(3)屋外の竜巻防護対象施設

【5.1 (3)屋外の竜巻防護対象施設】
・屋外の竜巻防護対象施設の構造強度設計上の
性能目標を達成するための構造設計方針を記載
する。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
5.構造設計及び構造概要
5.2 構造概要
(3)屋外の竜巻防護対象施設

【5.2 (3)屋外の竜巻防護対象施設】
・屋外の竜巻防護対象施設の構造の概要を記載
する。

― ― ― ― ― ― ― ―

安全冷却水系

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
安全冷却水系
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル廃液ガラス固
化建屋塔槽類廃ガス処理設備）
換気設備（前処理建屋換気設備）の排気系
換気設備（分離建屋換気設備）の排気系
換気設備（精製建屋換気設備）の排気系
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
換気設備）の排気系
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設
備）の排気系

―○ ― ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成（１）
添付書類

構成（２）
添付書類　説明内容（２）添付書類　説明内容（１）

第１回
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方
針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する防
護設計方針
(1) 設計竜巻による直接的影響に対する設計
a. 設計方針
(f) 竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし
得る施設

― ―

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する防護
設計方針
(1) 設計竜巻による直接的影響に対する設計
a. 設計方針
(f) 竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得
る施設

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
3. 要求機
能及び性能
目標
3.1 設計竜
巻による直
接的影響を
考慮する施
設の防護設
計方針
(4) 竜巻防
護対象施設
等に波及的
影響を及ぼ
し得る施設

【3.1(4) 竜巻防護対象施設等に波及的影
響を及ぼし得る施設】
・竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼ
し得る施設の対象施設，要求機能及び性能
目標を示す。
・構造強度設計上の性能目標を達成するた
めの強度計算の方針を「Ⅵ－１－１－１－
２－４－１－１　竜巻への配慮が必要な施
設の強度計算の方針」に示す。

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
4. 機能設
計
4.1 設計竜
巻による直
接的影響を
考慮する施
設の機能設
計
(4) 竜巻防
護対象施設
等に波及的
影響を及ぼ
し得る施設

【4.1(4) 竜巻防護対象施設等に波及的影
響を及ぼし得る施設】
・竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼ
し得る施設の機能設計の方針を示す。
※各回次にて設備が申請されるごとに記載
を拡充する。

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
5.構造設計
及び構造概
要
5.1 構造設
計
(4)竜巻防
護対象施設
等に波及的
影響を及ぼ
し得る施設

【5.1 (4)竜巻防護対象施設等に波及的影
響を及ぼし得る施設】
・竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼ
し得る施設の構造強度設計上の性能目標を
達成するための構造設計方針を記載する。

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
5.構造設計
及び構造概
要
5.2 構造概
要
(4)竜巻防
護対象施設
等に波及的
影響を及ぼ
し得る施設

【5.2 (4)竜巻防護対象施設等に波及的影
響を及ぼし得る施設】
・竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼ
し得る施設の構造の概要を記載する。

基本方針
(波及的影響を及ぼし得る施設)

―○

北換気筒（北換気筒）
使用済燃料輸送容器管理建屋（使用
済燃料収納使用済燃料輸送容器保管
庫）
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
低レベル廃棄物処理建屋
出入管理建屋
換気設備(ウラン・プルトニウム混
合酸化物貯蔵建屋換気設備)の排気
系
施設共通　基本設計方針(波及的影
響を及ぼし得る施設)

基本方針
設計方針
評価

基本方針
(波及的影響を及ぼし得る施設)

【2.1.4(1)a.(f) 竜巻防護対象施設等に波及
的影響を及ぼし得る施設】】
・竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼし
得る施設は，竜巻時及び竜巻通過後において
機械的影響及び機能的影響により竜巻防護対
象施設の安全機能を損なわない設計とする。
・竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼし
得る施設のうち，施設の破損に伴う倒壊又は
転倒による機械的影響を及ぼし得る施設及び
付属施設の破損による機能的影響を及ぼし得
る施設であり，竜巻時及び竜巻通過後におい
て，設計荷重(竜巻)に対し，構造強度評価を
実施し，当該施設及び資機材等の倒壊，転
倒，飛散により，周辺の竜巻防護対象施設に
波及的影響を及ぼさない設計とする。
・竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼし
得る施設のうち，当該施設が機能喪失に陥っ
た場合に竜巻防護対象施設も機能喪失させる
機能的影響を及ぼし得る施設は，竜巻時及び
竜巻通過後において，設計荷重(竜巻)に対
し，必要な機能を維持する設計とする。

21

　竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設のうち，破損に
伴う倒壊又は転倒による機械的影響を及ぼし得る施設は，設計荷重
(竜巻)に対して，構造強度評価を実施し，当該施設の倒壊又は転倒に
より，周辺の竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼさない設計とす
る。竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設のうち，当該
施設が機能喪失に陥った場合に竜巻防護対象施設も機能喪失させる機
能的影響を及ぼし得る施設は，設計荷重(竜巻)に対して，必要な機能
を維持する設計とする。

評価要求

【2.1.4(1)a.(f) 竜巻防護対象施設等に波及的
影響を及ぼし得る施設】】
・竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得
る施設は，竜巻時及び竜巻通過後において機械
的影響及び機能的影響により竜巻防護対象施設
の安全機能を損なわない設計とする。
・竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得
る施設のうち，施設の破損に伴う倒壊又は転倒
による機械的影響を及ぼし得る施設及び付属施
設の破損による機能的影響を及ぼし得る施設で
あり，竜巻時及び竜巻通過後において，設計荷
重(竜巻)に対し，構造強度評価を実施し，当該
施設及び資機材等の倒壊，転倒，飛散により，
周辺の竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼさ
ない設計とする。
・竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得
る施設のうち，当該施設が機能喪失に陥った場
合に竜巻防護対象施設も機能喪失させる機能的
影響を及ぼし得る施設は，竜巻時及び竜巻通過
後において，設計荷重(竜巻)に対し，必要な機
能を維持する設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

21

　竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設のうち，破損に
伴う倒壊又は転倒による機械的影響を及ぼし得る施設は，設計荷重
(竜巻)に対して，構造強度評価を実施し，当該施設の倒壊又は転倒に
より，周辺の竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼさない設計とす
る。竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設のうち，当該
施設が機能喪失に陥った場合に竜巻防護対象施設も機能喪失させる機
能的影響を及ぼし得る施設は，設計荷重(竜巻)に対して，必要な機能
を維持する設計とする。

評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
3. 要求機能及び性能目標
3.1 設計竜巻による直接的影響を考慮する施設
の防護設計方針
(4) 竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼし
得る施設

【3.1(4) 竜巻防護対象施設等に波及的影響を及
ぼし得る施設】
・竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得
る施設の対象施設，要求機能及び性能目標を示
す。
・構造強度設計上の性能目標を達成するための
強度計算の方針を「Ⅵ－１－１－１－２－４－
１－１　竜巻への配慮が必要な施設の強度計算
の方針」に示す。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
4. 機能設計
4.1 設計竜巻による直接的影響を考慮する施設
の機能設計
(4) 竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼし
得る施設

【4.1(4) 竜巻防護対象施設等に波及的影響を及
ぼし得る施設】
・竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得
る施設の機能設計の方針を示す。
※各回次にて設備が申請されるごとに記載を拡
充する。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
5.構造設計及び構造概要
5.1 構造設計
(4)竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得
る施設

【5.1 (4)竜巻防護対象施設等に波及的影響を及
ぼし得る施設】
・竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得
る施設の構造強度設計上の性能目標を達成する
ための構造設計方針を記載する。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
5.構造設計及び構造概要
5.2 構造概要
(4)竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得
る施設

【5.2 (4)竜巻防護対象施設等に波及的影響を及
ぼし得る施設】
・竜巻防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得
る施設の構造の概要を記載する。

―

北換気筒（北換気筒）
使用済燃料輸送容器管理建屋（使用済燃料収納
使用済燃料輸送容器保管庫）
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
施設共通　基本設計方針(波及的影響を及ぼし得
る施設)

出入管理建屋
低レベル廃棄物処理建屋
換気設備(ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋換気設備)の排気系
施設共通　基本設計方針(波及的影響を及ぼし得
る施設)

―○ ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成（１）
添付書類

構成（２）
添付書類　説明内容（２）添付書類　説明内容（１）

第１回
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

基本方針
(使用済燃料収納キャスクを収納す
る建屋)

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方
針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する防
護設計方針
(1) 設計竜巻による直接的影響に対する設計
a. 設計方針
(g) 使用済燃料収納キャスクを収納する建屋

【2.1.4(1)a.(g) 使用済燃料収納キャスクを
収納する建屋】
・使用済燃料収納キャスクが頑健な構造であ
ることを踏まえ，使用済燃料収納キャスクを
収納する建屋は，竜巻時及び竜巻通過後にお
いて，設計荷重(竜巻)に対し，使用済燃料収
納キャスクを収納する建屋の構造健全性を維
持することにより，使用済燃料収納キャスク
に波及的破損を与えない設計とする。

― ―

Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する防護
設計方針
(1) 設計竜巻による直接的影響に対する設計
a. 設計方針
(g) 使用済燃料収納キャスクを収納する建屋

【2.1.4(1)a.(g) 使用済燃料収納キャスクを収
納する建屋】
・使用済燃料収納キャスクが頑健な構造である
ことを踏まえ，使用済燃料収納キャスクを収納
する建屋は，竜巻時及び竜巻通過後において，
設計荷重(竜巻)に対し，使用済燃料収納キャス
クを収納する建屋の構造健全性を維持すること
により，使用済燃料収納キャスクに波及的破損
を与えない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
3. 要求機
能及び性能
目標
3.1 設計竜
巻による直
接的影響を
考慮する施
設の防護設
計方針
(5) 使用済
燃料収納
キャスクを
収納する建
屋

【3.1(5) 使用済燃料収納キャスクを収納
する建屋】
・使用済燃料収納キャスクを収納する建屋
の要求機能及び性能目標を示す。
・構造強度設計上の性能目標を達成するた
めの強度計算の方針を「Ⅵ－１－１－１－
２－４－１－１　竜巻への配慮が必要な施
設の強度計算の方針」に示す。

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
4. 機能設
計
4.1 設計竜
巻による直
接的影響を
考慮する施
設の機能設
計
(5) 使用済
燃料収納
キャスクを
収納する建
屋

【4.1(5) 使用済燃料収納キャスクを収納
する建屋】
・使用済燃料収納キャスクを収納する建屋
の機能設計の方針を示す。
※各回次にて設備が申請されるごとに記載
を拡充する。

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
5.構造設計
及び構造概
要
5.1 構造設
計
(5)使用済
燃料収納
キャスクを
収納する建
屋

【5.1 (5)使用済燃料収納キャスクを収納
する建屋】
・使用済燃料収納キャスクを収納する建屋
の構造強度設計上の性能目標を達成するた
めの構造設計方針を記載する。

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
5.構造設計
及び構造概
要
5.2 構造概
要
(5)使用済
燃料収納
キャスクを
収納する建
屋

【5.2 (5)使用済燃料収納キャスクを収納
する建屋】
・使用済燃料収納キャスクを収納する建屋
の構造の概要を記載する。

23

b.　竜巻随伴事象に対する設計方針
　過去の他地域における竜巻被害状況及び再処理施設の配置から，竜
巻随伴事象として火災，溢水及び外部電源喪失を想定し，これらの事
象が発生した場合においても，竜巻防護対象施設が安全機能を損なわ
ない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針
設計方針

Ⅵ-1-1-1-2-1
竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する防
護設計方針
(2) 竜巻随伴事象に対する設計

【2.1.4(2) 竜巻随伴事象に対する設計】
・竜巻防護対象施設は，竜巻による随伴事象
として過去の竜巻被害の状況及び再処理施設
における施設の配置から想定される，危険物
貯蔵施設等の火災，屋外タンク等からの溢水
及び設計竜巻又は設計竜巻と同時に発生する
雷の影響による外部電源喪失によって，その
安全機能を損なわない設計とする。 ― ― 〇 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-2-1
竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する防護
設計方針
(2) 竜巻随伴事象に対する設計

【2.1.4(2) 竜巻随伴事象に対する設計】
・竜巻防護対象施設は，竜巻による随伴事象と
して過去の竜巻被害の状況及び再処理施設にお
ける施設の配置から想定される，危険物貯蔵施
設等の火災，屋外タンク等からの溢水及び設計
竜巻又は設計竜巻と同時に発生する雷の影響に
よる外部電源喪失によって，その安全機能を損
なわない設計とする。

○

使用済燃料輸送容器管理建屋（使用
済燃料収納使用済燃料輸送容器保管
庫）

基本方針
設計方針
評価

基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-2-1
竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.4　竜巻の影響を考慮する施設に対する防
護設計方針
(2)　竜巻随伴事象に対する設計

【2.1.4(2) 竜巻随伴事象に対する設計】
〇火災(竜巻防護対象施設に対する竜巻随伴事
象)
・竜巻随伴事象のうち火災に対しては，火災
源と竜巻防護対象施設の位置関係を踏まえて
熱影響を評価した上で，竜巻防護対象施設の
許容温度を超えないことにより，竜巻防護対
象施設の安全機能に影響を与えない設計又は
火災の感知・消火等の対策により竜巻防護対
象施設の安全機能に影響を与えない設計と
し，当該設計については外部火災及び内部火
災に対する防護設計に包絡されるため，「Ⅵ
－１－１－１－３－１　外部火災への配慮に
関する基本方針」の「2.1.3(2)　近隣の産業
施設の火災及び爆発に対する設計方針」及び
「Ⅲ－１－１　火災等による損傷の防止に関
する説明書」に基づく設計とする。

― ― 〇 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-2-1
竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.4　竜巻の影響を考慮する施設に対する防護
設計方針
(2)　竜巻随伴事象に対する設計

【2.1.4(2) 竜巻随伴事象に対する設計】
〇火災(竜巻防護対象施設に対する竜巻随伴事
象)
・竜巻随伴事象のうち火災に対しては，火災源
と竜巻防護対象施設の位置関係を踏まえて熱影
響を評価した上で，竜巻防護対象施設の許容温
度を超えないことにより，竜巻防護対象施設の
安全機能に影響を与えない設計又は火災の感
知・消火等の対策により竜巻防護対象施設の安
全機能に影響を与えない設計とし，当該設計に
ついては外部火災及び内部火災に対する防護設
計に包絡されるため，「Ⅵ－１－１－１－３－
１　外部火災への配慮に関する基本方針」の
「2.1.3(2)　近隣の産業施設の火災及び爆発に
対する設計方針」及び「Ⅲ－１－１　火災等に
よる損傷の防止に関する説明書」に基づく設計
とする。

22
　使用済燃料収納キャスクを収納する建屋は，設計荷重(竜巻)に対し
て，構造強度評価を実施し，構造健全性を維持することにより，使用
済燃料収納キャスクに波及的破損を与えない設計とする。

評価要求

24

　竜巻随伴事象のうち火災に対しては，火災源と竜巻防護対象施設の
位置関係を踏まえて熱影響を評価した上で，竜巻防護対象施設の安全
機能に影響を与えない設計又は火災の感知・消火等の対策により竜巻
防護対象施設の安全機能に影響を与えない設計とする。竜巻随伴事象
としての火災による影響は外部火災及び内部火災に対する防護設計に
包絡されるため，「3.3.3　外部火災」の「(b)　近隣の産業施設の火
災及び爆発に対する防護対策」及び「5.　火災等による損傷の防止」
に基づく設計とする。

定義

基本方針
(使用済燃料収納キャスクを収納する建屋)

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

23

b.　竜巻随伴事象に対する設計方針
　過去の他地域における竜巻被害状況及び再処理施設の配置から，竜
巻随伴事象として火災，溢水及び外部電源喪失を想定し，これらの事
象が発生した場合においても，竜巻防護対象施設が安全機能を損なわ
ない設計とする。

冒頭宣言

22
　使用済燃料収納キャスクを収納する建屋は，設計荷重(竜巻)に対し
て，構造強度評価を実施し，構造健全性を維持することにより，使用
済燃料収納キャスクに波及的破損を与えない設計とする。

評価要求

24

　竜巻随伴事象のうち火災に対しては，火災源と竜巻防護対象施設の
位置関係を踏まえて熱影響を評価した上で，竜巻防護対象施設の安全
機能に影響を与えない設計又は火災の感知・消火等の対策により竜巻
防護対象施設の安全機能に影響を与えない設計とする。竜巻随伴事象
としての火災による影響は外部火災及び内部火災に対する防護設計に
包絡されるため，「3.3.3　外部火災」の「(b)　近隣の産業施設の火
災及び爆発に対する防護対策」及び「5.　火災等による損傷の防止」
に基づく設計とする。

定義

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
3. 要求機能及び性能目標
3.1 設計竜巻による直接的影響を考慮する施設
の防護設計方針
(5) 使用済燃料収納キャスクを収納する建屋

【3.1(5) 使用済燃料収納キャスクを収納する建
屋】
・使用済燃料収納キャスクを収納する建屋の要
求機能及び性能目標を示す。
・構造強度設計上の性能目標を達成するための
強度計算の方針を「Ⅵ－１－１－１－２－４－
１－１　竜巻への配慮が必要な施設の強度計算
の方針」に示す。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
4. 機能設計
4.1 設計竜巻による直接的影響を考慮する施設
の機能設計
(5) 使用済燃料収納キャスクを収納する建屋

【4.1(5) 使用済燃料収納キャスクを収納する建
屋】
・使用済燃料収納キャスクを収納する建屋の機
能設計の方針を示す。
※各回次にて設備が申請されるごとに記載を拡
充する。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
5.構造設計及び構造概要
5.1 構造設計
(5)使用済燃料収納キャスクを収納する建屋

【5.1 (5)使用済燃料収納キャスクを収納する建
屋】
・使用済燃料収納キャスクを収納する建屋の構
造強度設計上の性能目標を達成するための構造
設計方針を記載する。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
5.構造設計及び構造概要
5.2 構造概要
(5)使用済燃料収納キャスクを収納する建屋

【5.2 (5)使用済燃料収納キャスクを収納する建
屋】
・使用済燃料収納キャスクを収納する建屋の構
造の概要を記載する。

― ―― ―○
使用済燃料輸送容器管理建屋（使用済燃料収納
使用済燃料輸送容器保管庫）

第１回申請と同じ

第１回申請と同じ
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成（１）
添付書類

構成（２）
添付書類　説明内容（２）添付書類　説明内容（１）

第１回
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

25

　竜巻随伴事象のうち溢水に対しては，溢水源と竜巻防護対象施設の
位置関係を踏まえた影響評価を行った上で，竜巻防護対象施設の安全
機能に影響を与えない設計とする。竜巻随伴事象としての溢水による
影響は溢水に対する防護設計に包絡されるため，「6.　再処理施設内
における溢水による損傷の防止」の「6.3.4　その他の溢水」に基づ
く設計とする。

定義 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-2-1
竜巻への配慮に関する基本方針

【2.1.4(2) 竜巻随伴事象に対する設計】
〇溢水(竜巻防護対象施設に対する竜巻随伴事
象)
・竜巻随伴事象のうち溢水に対しては，溢水
源と竜巻防護対象施設の位置関係を踏まえた
影響評価を行った上で，竜巻防護対象施設の
安全機能に影響を与えない設計とし，当該設
計については，「Ⅵ－１－１－６－１ 溢水に
よる損傷の防止に対する基本方針」に基づく
設計とする。

― ― 〇 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-2-1
竜巻への配慮に関する基本方針

【2.1.4(2) 竜巻随伴事象に対する設計】
〇溢水(竜巻防護対象施設に対する竜巻随伴事
象)
・竜巻随伴事象のうち溢水に対しては，溢水源
と竜巻防護対象施設の位置関係を踏まえた影響
評価を行った上で，竜巻防護対象施設の安全機
能に影響を与えない設計とし，当該設計につい
ては，「Ⅵ－１－１－６－１ 溢水による損傷の
防止に対する基本方針」に基づく設計とする。

Ⅵ-1-1-1-2-1
竜巻への配慮に関する基本方針

【2.1.4(2) 竜巻随伴事象に対する設計】
〇外部電源喪失(竜巻防護対象施設に対する竜
巻随伴事象)
・竜巻随伴のうち外部電源喪失に対しては，
外部電源喪失の発生を防止する設計とする。
また，外部電源喪失が生じたとしても，非常
用所内電源設備の安全機能を確保する設計と
し，非常用所内電源設備による電源供給を可
能とすることで竜巻防護対象施設の安全機能
を維持する設計とする。

― ―

Ⅵ-1-1-1-2-1
竜巻への配慮に関する基本方針

【2.1.4(2) 竜巻随伴事象に対する設計】
〇外部電源喪失(竜巻防護対象施設に対する竜巻
随伴事象)
・竜巻随伴のうち外部電源喪失に対しては，外
部電源喪失の発生を防止する設計とする。ま
た，外部電源喪失が生じたとしても，非常用所
内電源設備の安全機能を確保する設計とし，非
常用所内電源設備による電源供給を可能とする
ことで竜巻防護対象施設の安全機能を維持する
設計とする。

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
3.2 竜巻随
伴事象を考
慮する施設

【3.2 竜巻随伴事象を考慮する施設】
・竜巻随伴事象を考慮する施設の対象施
設，要求機能及び性能目標を示す。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
3.2 竜巻随伴事象を考慮する施設

【3.2 竜巻随伴事象を考慮する施設】
・竜巻随伴事象を考慮する施設の対象施設，要
求機能及び性能目標を示す。

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
4. 機能設
計
4.2 竜巻随
伴事象を考
慮する施設
(1) 受電開
閉設備等
(外部電源
喪失)の設
計方針

【4.2(1) 受電開閉設備等(外部電源喪失)
の設計方針】
・竜巻随伴事象を考慮する施設の機能設計
上の性能目標を達成するための機能設計の
方針を定める。
・受電開閉設備等（外部電源喪失）が竜巻
により損傷し，外部電源が喪失した場合を
想定したとしても，代替設備による電源供
給ができるように，設計荷重（竜巻）に対
し，十分な強度を有する建屋等にディーゼ
ル発電機を設置するとともに，竜巻時及び
竜巻通過後においても，冷却水を冷却する
ための冷却塔は，構造健全性を維持できる
設計とする。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
4. 機能設計
4.2 竜巻随伴事象を考慮する施設
(1) 受電開閉設備等(外部電源喪失)の設計方針

【4.2(1) 受電開閉設備等(外部電源喪失)の設計
方針】
・竜巻随伴事象を考慮する施設の機能設計上の
性能目標を達成するための機能設計の方針を定
める。
・受電開閉設備等（外部電源喪失）が竜巻によ
り損傷し，外部電源が喪失した場合を想定した
としても，代替設備による電源供給ができるよ
うに，設計荷重（竜巻）に対し，十分な強度を
有する建屋等にディーゼル発電機を設置すると
ともに，竜巻時及び竜巻通過後においても，冷
却水を冷却するための冷却塔は，構造健全性を
維持できる設計とする。
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c.　必要な機能を損なわないための運用上の措置
　竜巻に関する設計条件等に係る新知見の収集及び竜巻に関する防護
措置との組合せにより安全機能を損なわないための運用上の措置とし
て，以下を保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-2-1
竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する防
護設計方針
(3) 必要な機能を損なわないための運用上の
措置

【2.1.4(3) 必要な機能を損なわないための運
用上の措置】
・竜巻に関する設計条件等に係る新知見の収
集及び竜巻に関する防護措置との組合せによ
り安全機能を損なわないための運用上の措置
として，以下を保安規定に定めて，管理す
る。

― ― ○ 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-2-1
竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する防護
設計方針
(3) 必要な機能を損なわないための運用上の措
置

【2.1.4(3) 必要な機能を損なわないための運用
上の措置】
・竜巻に関する設計条件等に係る新知見の収集
及び竜巻に関する防護措置との組合せにより安
全機能を損なわないための運用上の措置とし
て，以下を保安規定に定めて，管理する。
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・設計竜巻の特性値，竜巻と同時に発生する自然現象等について，定
期的に新知見の確認を行い，新知見が得られた場合に評価を行うこと

運用要求
施設共通　基本設計方針
(新知見の収集)

基本方針

Ⅵ-1-1-1-2-1
竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.5　竜巻の影響を考慮する施設に対する防
護設計方針
(3)　必要な機能を損なわないための運用上の
措置

【2.1.4(3) 必要な機能を損なわないための運
用上の措置】
〇新知見の収集
・設計竜巻の特性値，竜巻と同時に発生する
積雪等の自然現象，敷地周辺の環境条件につ
いて，定期的に新知見の確認を行い，新知見
が得られた場合に評価を行うこと ― ― 〇

施設共通　基本設計方針
(新知見の収集)

―

Ⅵ-1-1-1-2-1
竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.5　竜巻の影響を考慮する施設に対する防護
設計方針
(3)　必要な機能を損なわないための運用上の措
置

【2.1.4(3) 必要な機能を損なわないための運用
上の措置】
〇新知見の収集
・設計竜巻の特性値，竜巻と同時に発生する積
雪等の自然現象，敷地周辺の環境条件につい
て，定期的に新知見の確認を行い，新知見が得
られた場合に評価を行うこと
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・資機材等の固定，固縛又は建屋収納並びに車両の入構管理及び退避
を行うこと

運用要求
施設共通　基本設計方針
(固縛等の措置)

基本方針

Ⅵ-1-1-1-2-1
竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.5　竜巻の影響を考慮する施設に対する防
護設計方針
(3)　必要な機能を損なわないための運用上の
措置

【2.1.4(3) 必要な機能を損なわないための運
用上の措置】
〇固縛等の措置
・資機材等の固定又は固縛並びに車両の周辺
防護区域内への入構管理及び退避場所へ退避
を行うこと

― ― 〇
施設共通　基本設計方針
(固縛等の措置)

―

Ⅵ-1-1-1-2-1
竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.5　竜巻の影響を考慮する施設に対する防護
設計方針
(3)　必要な機能を損なわないための運用上の措
置

【2.1.4(3) 必要な機能を損なわないための運用
上の措置】
〇固縛等の措置
・資機材等の固定又は固縛並びに車両の周辺防
護区域内への入構管理及び退避場所へ退避を行
うこと

30

第２章　個別項目
7.　その他再処理設備の附属施設
7.9　竜巻防護対策設備
　竜巻防護対策設備の設計に係る共通的な設計方針については，第１
章　共通項目の「2. 地盤」，「3. 自然現象等」，「5. 火災等によ
る損傷の防止」，「6. 再処理施設内における溢水による損傷の防
止」，「7．再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防
止」及び「9. 設備に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 ― ― ― ― ― ― 〇 ― ― ― ―
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 竜巻に対する防護設計においては，建屋による防護が期待できない
竜巻防護対象施設及び安全機能を損なうおそれのある屋外に設置され
る竜巻防護対象施設が設計飛来物の衝突によって安全機能を損なうこ
とを防止するため，竜巻防護対策設備を設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-2-1
竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する防
護設計方針
(1) 設計竜巻による直接的影響に対する設計
a. 設計方針
(h) 竜巻防護対策設備

【2.1.4(1)a.(h) 竜巻防護対策設備】
・竜巻防護対策設備は，竜巻時及び竜巻通過
後において，設計荷重(竜巻)に対して，構造
強度評価を実施し，内包する竜巻防護対象施
設が安全機能を損なわないよう，設計飛来物
等が竜巻防護対象施設に衝突することを防止
可能な設計とする。

― ― 〇 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-2-1
竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する防護
設計方針
(1) 設計竜巻による直接的影響に対する設計
a. 設計方針
(h) 竜巻防護対策設備

【2.1.4(1)a.(h) 竜巻防護対策設備】
・竜巻防護対策設備は，竜巻時及び竜巻通過後
において，設計荷重(竜巻)に対して，構造強度
評価を実施し，内包する竜巻防護対象施設が安
全機能を損なわないよう，設計飛来物等が竜巻
防護対象施設に衝突することを防止可能な設計
とする。

32
　竜巻防護対策設備は，設計竜巻によって発生する設計飛来物による
竜巻防護対象施設への影響を防止するための飛来物防護板及び飛来物
防護ネットで構成する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-2-1
竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する防
護設計方針
(1) 設計竜巻による直接的影響に対する設計
a. 設計方針
(h) 竜巻防護対策設備

【2.1.4(1)a.(h) 竜巻防護対策設備】
・竜巻防護対策設備は，竜巻時及び竜巻通過
後において，設計荷重(竜巻)に対して，構造
強度評価を実施し，内包する竜巻防護対象施
設が安全機能を損なわないよう，設計飛来物
等が竜巻防護対象施設に衝突することを防止
可能な設計とする。

― ― ○ 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-2-1
竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する防護
設計方針
(1) 設計竜巻による直接的影響に対する設計
a. 設計方針
(h) 竜巻防護対策設備

【2.1.4(1)a.(h) 竜巻防護対策設備】
・竜巻防護対策設備は，竜巻時及び竜巻通過後
において，設計荷重(竜巻)に対して，構造強度
評価を実施し，内包する竜巻防護対象施設が安
全機能を損なわないよう，設計飛来物等が竜巻
防護対象施設に衝突することを防止可能な設計
とする。
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　竜巻防護対策設備の設計に際しては，竜巻防護対象施設が安全機能
を損なわないよう，次のような方針で設計する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-2-1
竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する防
護設計方針
(1) 設計竜巻による直接的影響に対する設計
a. 設計方針
(h) 竜巻防護対策設備

【2.1.4(1)a.(h) 竜巻防護対策設備】
・竜巻防護対策設備は，竜巻時及び竜巻通過
後において，設計荷重(竜巻)に対して，構造
強度評価を実施し，内包する竜巻防護対象施
設が安全機能を損なわないよう，設計飛来物
等が竜巻防護対象施設に衝突することを防止
可能な設計とする。 ― ― ○ 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-2-1
竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する防護
設計方針
(1) 設計竜巻による直接的影響に対する設計
a. 設計方針
(h) 竜巻防護対策設備

【2.1.4(1)a.(h) 竜巻防護対策設備】
・竜巻防護対策設備は，竜巻時及び竜巻通過後
において，設計荷重(竜巻)に対して，構造強度
評価を実施し，内包する竜巻防護対象施設が安
全機能を損なわないよう，設計飛来物等が竜巻
防護対象施設に衝突することを防止可能な設計
とする。

基本方針
基本方針
設計方針

26

　竜巻随伴事象のうち外部電源喪失に対しては，外部電源喪失が生じ
たとしても非常用所内電源系統等の安全機能を確保する設計とし，非
常用所内電源系統による電源供給を可能とすることで竜巻防護対象施
設の安全機能を維持する設計とする。

定義 〇 基本方針 ―
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項目
番号

基本設計方針 要求種別

25

　竜巻随伴事象のうち溢水に対しては，溢水源と竜巻防護対象施設の
位置関係を踏まえた影響評価を行った上で，竜巻防護対象施設の安全
機能に影響を与えない設計とする。竜巻随伴事象としての溢水による
影響は溢水に対する防護設計に包絡されるため，「6.　再処理施設内
における溢水による損傷の防止」の「6.3.4　その他の溢水」に基づ
く設計とする。

定義

27

c.　必要な機能を損なわないための運用上の措置
　竜巻に関する設計条件等に係る新知見の収集及び竜巻に関する防護
措置との組合せにより安全機能を損なわないための運用上の措置とし
て，以下を保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言

28
・設計竜巻の特性値，竜巻と同時に発生する自然現象等について，定
期的に新知見の確認を行い，新知見が得られた場合に評価を行うこと

運用要求

29
・資機材等の固定，固縛又は建屋収納並びに車両の入構管理及び退避
を行うこと

運用要求

30

第２章　個別項目
7.　その他再処理設備の附属施設
7.9　竜巻防護対策設備
　竜巻防護対策設備の設計に係る共通的な設計方針については，第１
章　共通項目の「2. 地盤」，「3. 自然現象等」，「5. 火災等によ
る損傷の防止」，「6. 再処理施設内における溢水による損傷の防
止」，「7．再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防
止」及び「9. 設備に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言

31

 竜巻に対する防護設計においては，建屋による防護が期待できない
竜巻防護対象施設及び安全機能を損なうおそれのある屋外に設置され
る竜巻防護対象施設が設計飛来物の衝突によって安全機能を損なうこ
とを防止するため，竜巻防護対策設備を設置する設計とする。

冒頭宣言

32
　竜巻防護対策設備は，設計竜巻によって発生する設計飛来物による
竜巻防護対象施設への影響を防止するための飛来物防護板及び飛来物
防護ネットで構成する。

冒頭宣言

33
　竜巻防護対策設備の設計に際しては，竜巻防護対象施設が安全機能
を損なわないよう，次のような方針で設計する。

冒頭宣言

26

　竜巻随伴事象のうち外部電源喪失に対しては，外部電源喪失が生じ
たとしても非常用所内電源系統等の安全機能を確保する設計とし，非
常用所内電源系統による電源供給を可能とすることで竜巻防護対象施
設の安全機能を維持する設計とする。

定義

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

第１回申請と同じ

第１回申請と同じ

第１回申請と同じ

第１回申請と同じ

第１回申請と同じ

第１回申請と同じ

第１回申請と同じ

第１回申請と同じ

第１回申請と同じ
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説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成（１）
添付書類

構成（２）
添付書類　説明内容（２）添付書類　説明内容（１）

第１回
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

基本方針
(竜巻防護対策設備)

Ⅵ-1-1-1-2-1
竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する防
護設計方針
(1) 設計竜巻による直接的影響に対する設計
a. 設計方針
(h) 竜巻防護対策設備

【2.1.4(1)a.(h) 竜巻防護対策設備】
・竜巻防護対策設備は，竜巻時及び竜巻通過
後において，設計荷重(竜巻)に対して，構造
強度評価を実施し，内包する竜巻防護対象施
設が安全機能を損なわないよう，設計飛来物
等が竜巻防護対象施設に衝突することを防止
可能な設計とする。
・竜巻防護対策設備は，その他考えられる自
然現象（地震，火山，外部火災）に対して，
構造強度評価又は耐火被覆の施工等を実施
し，竜巻防護対象施設等に波及的影響を与え
ない設計とする。

― ―

Ⅵ-1-1-1-2-1
竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する防護
設計方針
(1) 設計竜巻による直接的影響に対する設計
a. 設計方針
(h) 竜巻防護対策設備

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
3. 要求機
能及び性能
目標
3.1 設計竜
巻による直
接的影響を
考慮する施
設の防護設
計方針
(6) 竜巻防
護対策設備

【3.1(6) 竜巻防護対策設備】
・竜巻防護対策設備は，設計荷重(竜巻)に
対し，竜巻防護対象施設に設計飛来物が衝
突することを防止し，かつ，竜巻防護対象
施設に波及的影響を与えないよう，竜巻防
護対策設備の対象施設，要求機能及び性能
目標を示す。
・構造強度設計上の性能目標を達成するた
めの強度計算の方針を「Ⅵ－１－１－１－
２－４－１－２　竜巻防護対策設備の強度
計算の方針」に示す。

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
4. 機能設
計
4.1 設計竜
巻による直
接的影響を
考慮する施
設の機能設
計
(6) 竜巻防
護対策設備

【4.1(6) 竜巻防護対策設備】
・竜巻防護対策設備の機能設計の方針を示
す。

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
5.構造設計
及び構造概
要
5.1 構造設
計
(6)竜巻防
護対策設備

【5.1 (6)竜巻防護対策設備】
・竜巻防護対策設備の構造強度設計上の性
能目標を達成するための構造設計方針を記
載する。

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
5.構造設計
及び構造概
要
5.2 構造概
要
(6)竜巻防
護対策設備

【5.2 (6)竜巻防護対策設備】
・竜巻防護対策設備の構造の概要を記載す
る。

【2.1.4(1)a.(h) 竜巻防護対策設備】
・竜巻防護対策設備は，竜巻時及び竜巻通過後
において，設計荷重(竜巻)に対して，構造強度
評価を実施し，内包する竜巻防護対象施設が安
全機能を損なわないよう，設計飛来物等が竜巻
防護対象施設に衝突することを防止可能な設計
とする。
・竜巻防護対策設備は，その他考えられる自然
現象（地震，火山，外部火災）に対して，構造
強度評価又は耐火被覆の施工等を実施し，竜巻
防護対象施設等に波及的影響を与えない設計と
する。

34

(1)　飛来物防護板
 飛来物防護板は，防護板(鋼材)とそれを支持する支持架構又は建屋
に支持される防護板(鉄筋コンクリート)で構成し，以下の設計とす
る。
a. 防護板は，設計飛来物の貫通及び裏面剥離を防止できる設計とす
る。
b. 支持架構は，設計荷重(竜巻)に対し，防護板(鋼材)を支持できる
強度を有する設計とする。
c. 飛来物防護板は，排気機能に影響を与えない設計とする。
d. 飛来物防護板は，設計荷重(竜巻)により，竜巻防護対象施設に波
及的影響を与えない設計とする。
e.飛来物防護板は，竜巻以外の自然現象及び人為事象により，竜巻防
護対象施設に波及的影響を与えない設計とする。

評価要求
機能要求②

竜巻防護対策設備
・飛来物防護板（前処理建屋　安全
蒸気系設置室）
・飛来物防護板（精製建屋　非常用
所内電源系統及び計測制御系統施設
設置室　A）
・飛来物防護板（精製建屋　非常用
所内電源系統及び計測制御系統施設
設置室　B）
・飛来物防護板（非常用電源建屋
第２非常用ディーゼル発電機及び非
常用所内電源系統設置室　A　北ブ
ロック）
・飛来物防護板（非常用電源建屋
第２非常用ディーゼル発電機及び非
常用所内電源系統設置室　A　南ブ
ロック）
・飛来物防護板（非常用電源建屋
第２非常用ディーゼル発電機及び非
常用所内電源系統設置室　B　北ブ
ロック）
・飛来物防護板（非常用電源建屋
第２非常用ディーゼル発電機及び非
常用所内電源系統設置室　B　南ブ
ロック）
・飛来物防護板（第１ガラス固化体
貯蔵建屋　床面走行クレーン　遮蔽
容器設置室）
・飛来物防護板（主排気筒接続用
屋外配管及び屋外ダクト　主排気筒
周り）
・飛来物防護板（主排気筒接続用
屋外配管及び屋外ダクト　分離建屋
屋外）
・飛来物防護板（主排気筒接続用
屋外配管及び屋外ダクト　精製建屋
屋外）
・飛来物防護板（主排気筒接続用
屋外配管及び屋外ダクト　高レベル
廃液ガラス固化建屋屋外）
・飛来物防護板（制御建屋　中央制
御室換気設備設置室）
・飛来物防護板（冷却塔接続　屋外
設備）

基本方針
設計方針（設計方針）
評価条件
評価方法（竜巻防護対策
設備）
評価（竜巻防護対策設
備）

○
基本方針
(竜巻防護対策設備)

―
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項目
番号

基本設計方針 要求種別

34

(1)　飛来物防護板
 飛来物防護板は，防護板(鋼材)とそれを支持する支持架構又は建屋
に支持される防護板(鉄筋コンクリート)で構成し，以下の設計とす
る。
a. 防護板は，設計飛来物の貫通及び裏面剥離を防止できる設計とす
る。
b. 支持架構は，設計荷重(竜巻)に対し，防護板(鋼材)を支持できる
強度を有する設計とする。
c. 飛来物防護板は，排気機能に影響を与えない設計とする。
d. 飛来物防護板は，設計荷重(竜巻)により，竜巻防護対象施設に波
及的影響を与えない設計とする。
e.飛来物防護板は，竜巻以外の自然現象及び人為事象により，竜巻防
護対象施設に波及的影響を与えない設計とする。

評価要求
機能要求②

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
3. 要求機能及び性能目標
3.1 設計竜巻による直接的影響を考慮する施設
の防護設計方針
(6) 竜巻防護対策設備

【3.1(6) 竜巻防護対策設備】
・竜巻防護対策設備は，設計荷重(竜巻)に対
し，竜巻防護対象施設に設計飛来物が衝突する
ことを防止し，かつ，竜巻防護対象施設に波及
的影響を与えないよう，竜巻防護対策設備の対
象施設，要求機能及び性能目標を示す。
・構造強度設計上の性能目標を達成するための
強度計算の方針を「Ⅵ－１－１－１－２－４－
１－２　竜巻防護対策設備の強度計算の方針」
に示す。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
4. 機能設計
4.1 設計竜巻による直接的影響を考慮する施設
の機能設計
(6) 竜巻防護対策設備

【4.1(6) 竜巻防護対策設備】
・竜巻防護対策設備の機能設計の方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
5.構造設計及び構造概要
5.1 構造設計
(6)竜巻防護対策設備

【5.1 (6)竜巻防護対策設備】
・竜巻防護対策設備の構造強度設計上の性能目
標を達成するための構造設計方針を記載する。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
5.構造設計及び構造概要
5.2 構造概要
(6)竜巻防護対策設備

【5.2 (6)竜巻防護対策設備】
・竜巻防護対策設備の構造の概要を記載する。

○ ―

竜巻防護対策設備
・飛来物防護板（前処理建屋　安全蒸気系設置
室）
・飛来物防護板（精製建屋　非常用所内電源系
統及び計測制御系統施設設置室　A）
・飛来物防護板（精製建屋　非常用所内電源系
統及び計測制御系統施設設置室　B）
・飛来物防護板（非常用電源建屋　第２非常用
ディーゼル発電機及び非常用所内電源系統設置
室　A　北ブロック）
・飛来物防護板（非常用電源建屋　第２非常用
ディーゼル発電機及び非常用所内電源系統設置
室　A　南ブロック）
・飛来物防護板（非常用電源建屋　第２非常用
ディーゼル発電機及び非常用所内電源系統設置
室　B　北ブロック）
・飛来物防護板（非常用電源建屋　第２非常用
ディーゼル発電機及び非常用所内電源系統設置
室　B　南ブロック）
・飛来物防護板（第１ガラス固化体貯蔵建屋
床面走行クレーン　遮蔽容器設置室）
・飛来物防護板（主排気筒接続用　屋外配管及
び屋外ダクト　主排気筒周り）
・飛来物防護板（主排気筒接続用　屋外配管及
び屋外ダクト　分離建屋屋外）
・飛来物防護板（主排気筒接続用　屋外配管及
び屋外ダクト　精製建屋屋外）
・飛来物防護板（主排気筒接続用　屋外配管及
び屋外ダクト　高レベル廃液ガラス固化建屋屋
外）
・飛来物防護板（制御建屋　中央制御室換気設
備設置室）
・飛来物防護板（冷却塔接続　屋外設備）

寸法（厚さ）
材料

― ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成（１）
添付書類

構成（２）
添付書類　説明内容（２）添付書類　説明内容（１）

第１回
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

基本方針
(竜巻防護対策設備)

Ⅵ-1-1-1-2-1
竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する防
護設計方針
(1) 設計竜巻による直接的影響に対する設計
a. 設計方針
(h) 竜巻防護対策設備

【2.1.4(1)a.(h) 竜巻防護対策設備】
・竜巻防護対策設備は，竜巻時及び竜巻通過
後において，設計荷重(竜巻)に対して，構造
強度評価を実施し，内包する竜巻防護対象施
設が安全機能を損なわないよう，設計飛来物
等が竜巻防護対象施設に衝突することを防止
可能な設計とする。
・竜巻防護対策設備は，その他考えられる自
然現象（地震，火山，外部火災）に対して，
構造強度評価又は耐火被覆の施工等を実施
し，竜巻防護対象施設等に波及的影響を与え
ない設計とする。

― ―
基本方針
(竜巻防護対策設備)

―

Ⅵ-1-1-1-2-1
竜巻への配慮に関する基本方針
2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対する防護
設計方針
(1) 設計竜巻による直接的影響に対する設計
a. 設計方針
(h) 竜巻防護対策設備

【2.1.4(1)a.(h) 竜巻防護対策設備】
・竜巻防護対策設備は，竜巻時及び竜巻通過後
において，設計荷重(竜巻)に対して，構造強度
評価を実施し，内包する竜巻防護対象施設が安
全機能を損なわないよう，設計飛来物等が竜巻
防護対象施設に衝突することを防止可能な設計
とする。
・竜巻防護対策設備は，その他考えられる自然
現象（地震，火山，外部火災）に対して，構造
強度評価又は耐火被覆の施工等を実施し，竜巻
防護対象施設等に波及的影響を与えない設計と
する。

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
3. 要求機
能及び性能
目標
3.1 設計竜
巻による直
接的影響を
考慮する施
設の防護設
計方針
(6) 竜巻防
護対策設備

【3.1(6) 竜巻防護対策設備】
・竜巻防護対策設備は，設計荷重(竜巻)に
対し，竜巻防護対象施設に設計飛来物が衝
突することを防止し，かつ，竜巻防護対象
施設に波及的影響を与えないよう，竜巻防
護対策設備の対象施設，要求機能及び性能
目標を示す。
・構造強度設計上の性能目標を達成するた
めの強度計算の方針を「Ⅵ－１－１－１－
２－４－１－２　竜巻防護対策設備の強度
計算の方針」に示す。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
3. 要求機能及び性能目標
3.1 設計竜巻による直接的影響を考慮する施設
の防護設計方針
(6) 竜巻防護対策設備

【3.1(6) 竜巻防護対策設備】
・竜巻防護対策設備は，設計荷重(竜巻)に対
し，竜巻防護対象施設に設計飛来物が衝突する
ことを防止し，かつ，竜巻防護対象施設に波及
的影響を与えないよう，竜巻防護対策設備の対
象施設，要求機能及び性能目標を示す。
・構造強度設計上の性能目標を達成するための
強度計算の方針を「Ⅵ－１－１－１－２－４－
１－２　竜巻防護対策設備の強度計算の方針」
に示す。

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
4. 機能設
計
4.1 設計竜
巻による直
接的影響を
考慮する施
設の機能設
計
(6) 竜巻防
護対策設備

【4.1(6) 竜巻防護対策設備】
・竜巻防護対策設備の機能設計の方針を示
す。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
4. 機能設計
4.1 設計竜巻による直接的影響を考慮する施設
の機能設計
(6) 竜巻防護対策設備

【4.1(6) 竜巻防護対策設備】
・竜巻防護対策設備の機能設計の方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
5.構造設計
及び構造概
要
5.1 構造設
計
(6)竜巻防
護対策設備

【5.1 (6)竜巻防護対策設備】
・竜巻防護対策設備の構造強度設計上の性
能目標を達成するための構造設計方針を記
載する。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
5.構造設計及び構造概要
5.1 構造設計
(6)竜巻防護対策設備

【5.1 (6)竜巻防護対策設備】
・竜巻防護対策設備の構造強度設計上の性能目
標を達成するための構造設計方針を記載する。

Ⅵ-1-1-1-
2-3　竜巻
の影響を考
慮する施設
の設計方針
5.構造設計
及び構造概
要
5.2 構造概
要
(6)竜巻防
護対策設備

【5.2 (6)竜巻防護対策設備】
・竜巻防護対策設備の構造の概要を記載す
る。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
5.構造設計及び構造概要
5.2 構造概要
(6)竜巻防護対策設備

【5.2 (6)竜巻防護対策設備】
・竜巻防護対策設備の構造の概要を記載する。

35

(2) 飛来物防護ネット
 冷却塔周りに設置する飛来物防護ネット(補助防護板を含む。)は，
防護ネット及び防護板(鋼材)とそれらを支持する支持架構で構成し，
以下の設計とする。
a. 防護ネットは，設計飛来物の運動エネルギを吸収できる強度を有
する設計とする。
b. 防護ネットは，飛来物の衝突によりたわみが生じた場合でも，竜
巻防護対象施設に衝突しない離隔距離を確保する設計とする。
c. 防護ネット(補助防護板を含む。)は，設計飛来物の通過及び貫通
を防止できる設計とする。
d. 支持架構に直接設置する防護ネットは，ネットと支持架構の隙間
を設計上考慮する飛来物の大きさ以下とするため，鋼製の補助防護板
を設置する設計とする。
e. 防護板(鋼材)は，設計飛来物の貫通を防止できる設計とする。
f. 支持架構は，設計荷重(竜巻)に対し，防護ネット及び防護板(鋼
材)を支持できる強度を有する設計とする。
g. 飛来物防護ネットは，内包する冷却塔の冷却能力に影響を与えな
い設計とする。
h. 飛来物防護ネットは，設計荷重(竜巻)により，竜巻防護対象施設
に波及的影響を与えない設計とする。
i.飛来物防護ネットは，竜巻以外の自然現象及び人為事象により，竜
巻防護対象施設に波及的影響を与えない設計とする。

評価要求
機能要求②

竜巻防護対策設備
・飛来物防護ネット（使用済燃料の
受入れ施設及び貯蔵施設用　安全冷
却水系冷却塔A）
・飛来物防護ネット（使用済燃料の
受入れ施設及び貯蔵施設用　安全冷
却水系冷却塔B）
・飛来物防護ネット（再処理設備本
体用　安全冷却水系冷却塔A）
・飛来物防護ネット（再処理設備本
体用　安全冷却水系冷却塔B）
・飛来物防護ネット（第２非常用
ディーゼル発電機用　安全冷却水系
冷却塔A）
・飛来物防護ネット（第２非常用
ディーゼル発電機用　安全冷却水系
冷却塔B）

竜巻防護対策設備
・飛来物防護ネット（再処理設備本体用　安全
冷却水系冷却塔B）

基本方針
設計方針（設計方針）
評価条件
評価方法（竜巻防護対策
設備）
評価（竜巻防護対策設
備）

○

寸法（線径，網
目，厚さ）
材料
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

35

(2) 飛来物防護ネット
 冷却塔周りに設置する飛来物防護ネット(補助防護板を含む。)は，
防護ネット及び防護板(鋼材)とそれらを支持する支持架構で構成し，
以下の設計とする。
a. 防護ネットは，設計飛来物の運動エネルギを吸収できる強度を有
する設計とする。
b. 防護ネットは，飛来物の衝突によりたわみが生じた場合でも，竜
巻防護対象施設に衝突しない離隔距離を確保する設計とする。
c. 防護ネット(補助防護板を含む。)は，設計飛来物の通過及び貫通
を防止できる設計とする。
d. 支持架構に直接設置する防護ネットは，ネットと支持架構の隙間
を設計上考慮する飛来物の大きさ以下とするため，鋼製の補助防護板
を設置する設計とする。
e. 防護板(鋼材)は，設計飛来物の貫通を防止できる設計とする。
f. 支持架構は，設計荷重(竜巻)に対し，防護ネット及び防護板(鋼
材)を支持できる強度を有する設計とする。
g. 飛来物防護ネットは，内包する冷却塔の冷却能力に影響を与えな
い設計とする。
h. 飛来物防護ネットは，設計荷重(竜巻)により，竜巻防護対象施設
に波及的影響を与えない設計とする。
i.飛来物防護ネットは，竜巻以外の自然現象及び人為事象により，竜
巻防護対象施設に波及的影響を与えない設計とする。

評価要求
機能要求②

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
3. 要求機能及び性能目標
3.1 設計竜巻による直接的影響を考慮する施設
の防護設計方針
(6) 竜巻防護対策設備

【3.1(6) 竜巻防護対策設備】
・竜巻防護対策設備は，設計荷重(竜巻)に対
し，竜巻防護対象施設に設計飛来物が衝突する
ことを防止し，かつ，竜巻防護対象施設に波及
的影響を与えないよう，竜巻防護対策設備の対
象施設，要求機能及び性能目標を示す。
・構造強度設計上の性能目標を達成するための
強度計算の方針を「Ⅵ－１－１－１－２－４－
１－２　竜巻防護対策設備の強度計算の方針」
に示す。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
4. 機能設計
4.1 設計竜巻による直接的影響を考慮する施設
の機能設計
(6) 竜巻防護対策設備

【4.1(6) 竜巻防護対策設備】
・竜巻防護対策設備の機能設計の方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
5.構造設計及び構造概要
5.1 構造設計
(6)竜巻防護対策設備

【5.1 (6)竜巻防護対策設備】
・竜巻防護対策設備の構造強度設計上の性能目
標を達成するための構造設計方針を記載する。

Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設
計方針
5.構造設計及び構造概要
5.2 構造概要
(6)竜巻防護対策設備

【5.2 (6)竜巻防護対策設備】
・竜巻防護対策設備の構造の概要を記載する。

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

○

竜巻防護対策設備
・飛来物防護ネット（使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設用　安全冷却水系冷却塔A）
・飛来物防護ネット（使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設用　安全冷却水系冷却塔B）

竜巻防護対策設備
・飛来物防護ネット（再処理設備本体用　安全
冷却水系冷却塔A）
・飛来物防護ネット（第２非常用ディーゼル発
電機用　安全冷却水系冷却塔A）
・飛来物防護ネット（第２非常用ディーゼル発
電機用　安全冷却水系冷却塔B）

寸法（線径，網
目，厚さ）
材料

― ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第８条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

1／24

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第１章　共通項目
3. 自然現象等
3.3 外部からの衝撃による損傷の防止
3.3.3　外部火災
(1) 防護すべき施設及び設計方針
安全機能を有する施設は，想定される外部火災において，最も厳しい火災
が発生した場合においても，防火帯の設置，離隔距離の確保及び建屋によ
る防護等により，その安全機能を損なわない設計とする。 冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2. 外部火災防護に関する基本方針
2.1 基本方針

【2.1 基本方針】
○安全機能を有する施設への防護対策
・外部火災に対する安全機能を有する施設の基本
方針を記載する。

－ － ○ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2. 外部火災防護に関する基本方針
2.1 基本方針

【2.1 基本方針】
○安全機能を有する施設への防護対策
・外部火災に対する安全機能を有する施設の基本
方針を記載する。

2

その上で，外部火災により発生する火炎及び輻射熱からの直接的影響並び
にばい煙及び有毒ガスの二次的影響によってその安全機能を損なわない設
計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.外部火災防護に関する基本方針
2.1　基本方針

【2.1 基本方針】
○安全機能を有する施設への防護対策
・外部火災による二次的影響により安全機能を有
する施設が安全機能を損なわない設計であること
を記載する。

－ － ○ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.外部火災防護に関する基本方針
2.1　基本方針

【2.1 基本方針】
○安全機能を有する施設への防護対策
・外部火災による二次的影響により安全機能を有
する施設が安全機能を損なわない設計であること
を記載する。

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.1 外部火災防護に対する設計方針

【2.1.1 外部火災防護に対する設計方針】
○外部火災防護対象施設
・外部火災防護対象施設の分類及び外部火災の影
響について評価を行う施設について記載する。
〇事象の想定
・外部火災防護対象施設等に対する外部火災につ
いて，最も厳しい火災・爆発が発生した場合を想
定することを記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-2 外部火災の影響を考慮する施設の
選定
2. 外部火災の影響を考慮する施設の選定の基本
方針

【2. 外部火災の影響を考慮する施設の選定の基
本方針】
・外部火災の影響を考慮する施設の選定の基本方
針を記載する。
・外部火災防護対象施設を収納する建屋，屋外の
外部火災防護対象施設、屋内の外部火災防護対象
施設及び外部火災防護対象施設等に波及的影響を
及ぼし得る施設を外部火災の影響を考慮する施設
として選定する旨を記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-2 外部火災の影響を考慮する施設の
選定
2. 外部火災の影響を考慮する施設の選定の基本
方針

【2. 外部火災の影響を考慮する施設の選定の基
本方針】
・外部火災の影響を考慮する施設の選定の基本方
針を記載する。
・外部火災防護対象施設を収納する建屋，屋外の
外部火災防護対象施設、屋内の外部火災防護対象
施設及び外部火災防護対象施設等に波及的影響を
及ぼし得る施設を外部火災の影響を考慮する施設
として選定する旨を記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-2 外部火災の影響を考慮する施設の
選定
2.1 外部火災の影響を考慮する施設の選定
(1) 外部火災防護対象施設を収納する建屋
(2) 屋外の外部火災防護対象施設
(3) 建屋内の施設で外気を取り込む外部火災防護
対象施設
(4) 飛来物防護板等から影響を受ける外部火災防
護対象施設

【2.1(1) 外部火災防護対象施設を収納する建
屋】
・外部火災防護対象施設を収納する建屋の選定結
果を示す。
【2.1(2) 屋外の外部火災防護対象施設】
・屋外の外部火災防護対象施設の選定結果を示
す。
【2.1(3) 屋内の施設で外気を取り込む外部火災
防護対象施設】
・屋内の施設で外気を取り込む外部火災防護対象
施設の選定結果を示す。
【2.1(4) 飛来物防護板等から影響を受ける外部
火災防護対象施設】
・飛来物防護板等から影響を受ける外部火災防護
対象施設の選定結果を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-2 外部火災の影響を考慮する施設の
選定
2.1 外部火災の影響を考慮する施設の選定
(1) 外部火災防護対象施設を収納する建屋
(2) 屋外の外部火災防護対象施設
(3) 建屋内の施設で外気を取り込む外部火災防護
対象施設
(4) 飛来物防護板等から影響を受ける外部火災防
護対象施設

【2.1(1) 外部火災防護対象施設を収納する建
屋】
・外部火災防護対象施設を収納する建屋の選定結
果を示す。
【2.1(2) 屋外の外部火災防護対象施設】
・屋外の外部火災防護対象施設の選定結果を示
す。
【2.1(3) 屋内の施設で外気を取り込む外部火災
防護対象施設】
・屋内の施設で外気を取り込む外部火災防護対象
施設の選定結果を示す。
【2.1(4) 飛来物防護板等から影響を受ける外部
火災防護対象施設】
・飛来物防護板等から影響を受ける外部火災防護
対象施設の選定結果を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
3. 評価方針
3.1 評価の対象施設

【3.1 評価の対象施設】
・評価対象とする施設について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
3. 評価方針
3.1 評価の対象施設

【3.1 評価の対象施設】
・評価対象とする施設について記載する。

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.1 外部火災防護に対する設計方針

【2.1.1 外部火災防護に対する設計方針】
○波及的影響
・外部火災防護対象施設等に波及的影響を及ぼし
て安全機能を損なわせるおそれがある施設の影響
を考慮した設計であることを記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-2 外部火災の影響を考慮する施設の
選定
2.2 外部火災防護対象施設等に対して波及的影響
を及ぼし得る施設

【2.2 外部火災防護対象施設等に対して波及的影
響を及ぼし得る施設】
・外部火災防護対象施設等に波及的影響を及ぼし
得る施設の選定結果を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-2 外部火災の影響を考慮する施設の
選定
2.2 外部火災防護対象施設等に対して波及的影響
を及ぼし得る施設

【2.2 外部火災防護対象施設等に対して波及的影
響を及ぼし得る施設】
・外部火災防護対象施設等に波及的影響を及ぼし
得る施設の選定結果を示す。

5

外部火災防護対象施設等以外の安全機能を有する施設については，外部火
災に対して機能を維持すること，若しくは外部火災による損傷を考慮して
代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修
理を行うこと，防火帯の外側に位置する設備に対し事前散水により延焼防
止を図ること又はそれらを適切に組み合わせることにより，安全機能を損
なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.1 外部火災防護に対する設計方針

【2.1.1 外部火災防護に対する設計方針】
〇外部火災防護対象施設等以外の安全機能を有す
る施設
・外部火災防護対象施設等以外の安全機能を有す
る施設の外部火災に対する基本方針を記載する。 － － ○ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.1 外部火災防護に対する設計方針

【2.1.1 外部火災防護に対する設計方針】
〇外部火災防護対象施設等以外の安全機能を有す
る施設
・外部火災防護対象施設等以外の安全機能を有す
る施設の外部火災に対する基本方針を記載する。

6

また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確
保すること，安全上支障のない期間での修理を行うこと及び防火帯の外側
に位置する設備に対し事前散水により延焼防止を図ることを保安規定に定
めて，管理する。 運用要求

施設共通　基本設計方針
（安全上重要な施設に含まれない安全機能を有す
る施設に対する運用上の措置）

基本方針

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.1 外部火災防護に対する設計方針

【2.1.1 外部火災防護に対する設計方針】
〇外部火災防護対象施設等以外の安全機能を有す
る施設
・外部火災防護対象施設等以外の安全機能を有す
る施設に対する防護措置を保安規定に定めて，管
理することを記載する。

－ － ○
施設共通　基本設計方針
（安全上重要な施設に含まれない安全機能を有す
る施設に対する運用上の措置）

－

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.1 外部火災防護に対する設計方針

【2.1.1 外部火災防護に対する設計方針】
〇外部火災防護対象施設等以外の安全機能を有す
る施設
・外部火災防護対象施設等以外の安全機能を有す
る施設に対する防護措置を保安規定に定めて，管
理することを記載する。

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2. 外部火災防護に関する基本方針
2.1 基本方針
2.1.1 外部火災防護に対する設計方針

【2.1.1 外部火災防護に対する設計方針】
・使用済燃料収納キャスクに波及的破損の防止に
ついて記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-2　外部火災の影響を考慮する施設の
選定
2.3　使用済燃料収納キャスクを収納する建屋

【2.3　使用済燃料収納キャスクを収納する建
屋】
・使用済燃料収納キャスクを収納する建屋の選定
結果を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-2　外部火災の影響を考慮する施設の
選定
2.3　使用済燃料収納キャスクを収納する建屋

【2.3　使用済燃料収納キャスクを収納する建
屋】
・使用済燃料収納キャスクを収納する建屋の選定
結果を示す。

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.2 外部火災に係る事象の設定

【2.1.2 外部火災に係る事象の設定】
○事象選定
・設定する外部火災については，「原子力発電所
の外部火災影響評価ガイド」を参考とすることを
記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
3.2 評価の基本方針
3.2.1 評価の分類

【3.2.1 評価の分類】
・外部火災としては，森林火災，近隣の産業施設
の火災，航空機墜落による火災及び危険物貯蔵施
設等による火災を対象事象とすることを記載す
る。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
3.2 評価の基本方針
3.2.1 評価の分類

【3.2.1 評価の分類】
・外部火災としては，森林火災，近隣の産業施設
の火災，航空機墜落による火災及び危険物貯蔵施
設等による火災を対象事象とすることを記載す
る。

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

○ 基本方針

－

－

○

3

外部火災から防護する施設(以下「外部火災防護対象施設」という。)とし
ては，安全評価上その機能を期待する建物・構築物，系統及び機器を漏れ
なく抽出する観点から，安全上重要な機能を有する建物・構築物，系統及
び機器を対象とする。外部火災防護対象施設及びそれらを収納する建屋
(以下「外部火災防護対象施設等」という。)は，外部火災の直接的影響及
び二次的影響に対し，機械的強度を有すること等により，外部火災防護対
象施設の安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
定義

基本方針
基本方針
対象選定

○ 基本方針 －

基本方針
冒頭宣言

定義

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2. 外部火災防護に関する基本方針
2.1 基本方針
2.1.1 外部火災防護に対する設計方針

【2.1.1 外部火災防護に対する設計方針】
・使用済燃料収納キャスクに波及的破損の防止に
ついて記載する。

○7 基本方針

基本方針

なお，使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管されること
を踏まえ，外部火災により使用済燃料収納キャスクを収納する建屋が使用
済燃料収納キャスクに対して波及的破損を与えない設計とする。

基本方針 基本方針冒頭宣言

－

【2.1.1 外部火災防護に対する設計方針】
○波及的影響
・外部火災防護対象施設等に波及的影響を及ぼし
て安全機能を損なわせるおそれがある施設の影響
を考慮した設計であることを記載する。

【2.1.2 外部火災に係る事象の設定】
○事象選定
・設定する外部火災については，「原子力発電所
の外部火災影響評価ガイド」を参考とすることを
記載する。

【2.1.1 外部火災防護に対する設計方針】
○外部火災防護対象施設
・外部火災防護対象施設の分類及び外部火災の影
響について評価を行う施設について記載する。
〇事象の想定
・外部火災防護対象施設等に対する外部火災につ
いて，最も厳しい火災・爆発が発生した場合を想
定することを記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.1 外部火災防護に対する設計方針

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.1 外部火災防護に対する設計方針

また，外部火災防護対象施設等に波及的影響を及ぼして安全機能を損なわ
せるおそれがある施設(以下「外部火災防護対象施設等に波及的影響を及
ぼし得る施設」という。)の影響を考慮した設計とする。

4
基本方針
対象選定

8

(2)防護設計に考慮する外部火災に係る事象の設定
外部火災としては，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」を参考と
して，森林火災，近隣の工場，石油コンビナート等特別防災区域，危険物
貯蔵所及び高圧ガス貯蔵施設(以下「近隣の産業施設」という。)の火災及
び爆発並びに航空機墜落による火災を対象とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針
評価方針

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.2 外部火災に係る事象の設定

189



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第８条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

2／24

1

第１章　共通項目
3. 自然現象等
3.3 外部からの衝撃による損傷の防止
3.3.3　外部火災
(1) 防護すべき施設及び設計方針
安全機能を有する施設は，想定される外部火災において，最も厳しい火災
が発生した場合においても，防火帯の設置，離隔距離の確保及び建屋によ
る防護等により，その安全機能を損なわない設計とする。 冒頭宣言

2

その上で，外部火災により発生する火炎及び輻射熱からの直接的影響並び
にばい煙及び有毒ガスの二次的影響によってその安全機能を損なわない設
計とする。

冒頭宣言

5

外部火災防護対象施設等以外の安全機能を有する施設については，外部火
災に対して機能を維持すること，若しくは外部火災による損傷を考慮して
代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修
理を行うこと，防火帯の外側に位置する設備に対し事前散水により延焼防
止を図ること又はそれらを適切に組み合わせることにより，安全機能を損
なわない設計とする。

冒頭宣言

6

また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確
保すること，安全上支障のない期間での修理を行うこと及び防火帯の外側
に位置する設備に対し事前散水により延焼防止を図ることを保安規定に定
めて，管理する。 運用要求

項目
番号

基本設計方針 要求種別

3

外部火災から防護する施設(以下「外部火災防護対象施設」という。)とし
ては，安全評価上その機能を期待する建物・構築物，系統及び機器を漏れ
なく抽出する観点から，安全上重要な機能を有する建物・構築物，系統及
び機器を対象とする。外部火災防護対象施設及びそれらを収納する建屋
(以下「外部火災防護対象施設等」という。)は，外部火災の直接的影響及
び二次的影響に対し，機械的強度を有すること等により，外部火災防護対
象施設の安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
定義

冒頭宣言
定義

7

なお，使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管されること
を踏まえ，外部火災により使用済燃料収納キャスクを収納する建屋が使用
済燃料収納キャスクに対して波及的破損を与えない設計とする。

冒頭宣言

また，外部火災防護対象施設等に波及的影響を及ぼして安全機能を損なわ
せるおそれがある施設(以下「外部火災防護対象施設等に波及的影響を及
ぼし得る施設」という。)の影響を考慮した設計とする。

4

8

(2)防護設計に考慮する外部火災に係る事象の設定
外部火災としては，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」を参考と
して，森林火災，近隣の工場，石油コンビナート等特別防災区域，危険物
貯蔵所及び高圧ガス貯蔵施設(以下「近隣の産業施設」という。)の火災及
び爆発並びに航空機墜落による火災を対象とする。

冒頭宣言

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第８条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

3／24

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.2 外部火災に係る事象の設定

【2.1.2 外部火災に係る事象の設定】
〇事象設定
・外部火災として設定する事象を列挙する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
3.2 評価の基本方針
3.2.1 評価の分類

【3.2.1 評価の分類】
・危険物貯蔵施設等への熱影響については，森林
火災，近隣の産業施設の火災及び爆発を対象とす
ることを記載する。
・外部火災毎に評価結果の厳しい評価対象施設を
選定し，代表で評価を行う旨を記載する

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
3.2 評価の基本方針
3.2.1 評価の分類

【3.2.1 評価の分類】
・危険物貯蔵施設等への熱影響については，森林
火災，近隣の産業施設の火災及び爆発を対象とす
ることを記載する。
・外部火災毎に評価結果の厳しい評価対象施設を
選定し，代表で評価を行う旨を記載する

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.2 外部火災に係る事象の設定

【2.1.2 外部火災に係る事象の設定】
○火災が重畳する場合の事象設定
・火災が重畳する場合について設定する事象を列
挙する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
3.2 評価の基本方針
3.2.1 評価の分類

【3.2.1 評価の分類】
・外部火災の重畳としては，石油備蓄基地火災と
森林火災の重畳，航空機墜落による火災と敷地内
の危険物貯蔵施設等の爆発の重畳を対象とするこ
とを記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
3.2 評価の基本方針
3.2.1 評価の分類

【3.2.1 評価の分類】
・外部火災の重畳としては，石油備蓄基地火災と
森林火災の重畳，航空機墜落による火災と敷地内
の危険物貯蔵施設等の爆発の重畳を対象とするこ
とを記載する。
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これら火災の二次的影響として，火災に伴い発生するばい煙及び有毒ガス
を考慮する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.2　外部火災に係る事象の設定

【2.1.2　外部火災に係る事象の設定】
○火災による二次的影響の事象設定
・火災に伴う二次的影響として設定する事象を列
挙する。

－ － ○ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.2　外部火災に係る事象の設定

【2.1.2　外部火災に係る事象の設定】
○火災による二次的影響の事象設定
・火災に伴う二次的影響として設定する事象を列
挙する。

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(1) 森林火災に対する設計方針

【2.1.3(1) 森林火災に対する設計方針】
○防火帯の設計
・森林火災に対する防護対策として防火帯を設け
ることを記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5. 評価方針
5.1 森林火災に対する熱影響評価

【5.1 森林火災に対する熱影響評価】
・森林火災に対する熱影響評価の方針及び評価条
件について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5. 評価方針
5.1 森林火災に対する熱影響評価

【5.1 森林火災に対する熱影響評価】
・森林火災に対する熱影響評価の方針及び評価条
件について記載する。
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防火帯は延焼防止機能を損なわない設計とし，防火帯内には原則として可
燃物となるものは設置しない設計とする。ただし，防火帯に可燃物を含む
機器等を設置する場合には，延焼防止機能を損なわないよう必要最小限と
するとともに，不燃性シートで覆う等の対策を施す設計とする。 冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(1) 森林火災に対する設計方針

【2.1.3(1) 森林火災に対する設計方針】
・防火帯の延焼防止機能を損なわないための設計
方針及び運用を記載する。

－ － ○ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(1) 森林火災に対する設計方針

【2.1.3(1) 森林火災に対する設計方針】
・防火帯の延焼防止機能を損なわないための設計
方針及び運用を記載する。
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また，森林火災からの輻射強度の影響を考慮した場合においても，離隔距
離の確保及び建屋による防護により，外部火災防護対象施設の安全機能を
損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(1) 森林火災に対する設計方針

【2.1.3(1) 森林火災に対する設計方針】
・森林火災の防護方針を記載する。

－ － ○ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(1) 森林火災に対する設計方針

【2.1.3(1) 森林火災に対する設計方針】
・森林火災の防護方針を記載する。
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建屋内の外部火災防護対象施設は，外部火災に対して損傷の防止が図られ
た建屋内に設置することにより，安全機能を損なわない設計とする。

定義
施設共通　基本設計方針
（屋内の安全上重要な施設に対する防護方針）

基本方針

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(1)森林火災に対する設計方針

【2.1.3(1)森林火災に対する設計方針】
・森林火災の輻射強度により外部火災防護対象施
設の安全機能を損なわない設計であることを記載
する。

－ － ○ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(1)森林火災に対する設計方針

【2.1.3(1)森林火災に対する設計方針】
・森林火災の輻射強度により外部火災防護対象施
設の安全機能を損なわない設計であることを記載
する。

基本方針
（外部火災防護対象施設を収納する建屋）

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(1) 森林火災に対する設計方針

【2.1.3(1) 森林火災に対する設計方針】
○建屋の設計方針
・森林火災からの輻射強度の影響に対する設計方
針を記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
森林火災に対する建屋の設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
森林火災に対する建屋の設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.1 許容温度
4.1.1 外部火災の影響を考慮する施設
(1) 外部火災防護対象施設を収納する建屋及び使
用済燃料収納キャスクを収納する建屋

【4.1.1(1) 外部火災防護対象施設を収納する建
屋及び使用済燃料収納キャスクを収納する建屋】
○建屋の許容温度
・建屋外壁の許容温度を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5. 評価方針
5.1 森林火災に対する熱影響評価

【5.1 森林火災に対する熱影響評価】
・森林火災に対する熱影響評価の方針及び評価式
について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
2. 許容温度の設定根拠

【2.許容温度の設定根拠】
・建屋の許容温度と根拠を示す。
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建屋の外気取入口から空気を取り込む設備である，非常用ディーゼル発電
機に流入する空気の森林火災による温度上昇に対する温度評価は，輻射熱
の影響が厳しい石油備蓄基地火災の熱影響評価に包絡されるため，「(b)
近隣の産業施設の火災及び爆発に対する防護対策」に基づく設計とする。

定義 基本方針
基本方針
設計方針

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(1) 森林火災に対する設計方針

【2.1.3(1) 森林火災に対する設計方針】
○非常用ディーゼル発電機の設計方針
・非常用ディーゼル発電機に流入する空気の温度
評価が石油備蓄基地火災に包絡される旨記載す
る。 － － ○ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(1) 森林火災に対する設計方針

【2.1.3(1) 森林火災に対する設計方針】
○非常用ディーゼル発電機の設計方針
・非常用ディーゼル発電機に流入する空気の温度
評価が石油備蓄基地火災に包絡される旨記載す
る。

－

森林火災からの輻射強度の影響に対する評価として，外部火災防護対象施
設を収納する建屋は，防火帯の外縁(火炎側)から危険距離を上回る離隔距
離を確保することで，建屋内の外部火災防護対象施設の安全機能を損なわ
ない設計とする。外壁表面温度がコンクリートの圧縮強度を維持できる温
度域の上限(以下「コンクリートの許容温度」という。)となる離隔距離を
危険距離として設定する。

評価要求
定義

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

定義
設置要求

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(1) 森林火災に対する設計方針
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(3)外部火災に対する防護対策
a. 外部火災の直接的影響に対する防護対策
(a) 森林火災に対する防護対策
自然現象として想定される森林火災については，敷地への延焼防止を目的
として，再処理施設の敷地周辺の植生を確認し，作成した植生データ及び
敷地の気象条件等を基に，再処理施設への影響が厳しい評価となるように
解析条件を設定し，森林火災シミュレーション解析コードを用いて求めた
最大火線強度(9,128kW/m）から算出される，事業指定(変更許可)を受けた
防火帯(幅25m以上)を敷地内に設ける設計とする。

基本方針
施設共通　基本設計方針
（防火帯）

基本方針
設計方針
評価方針

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(1) 森林火災に対する設計方針

基本方針
設計方針
評価方針

評価
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－

○

－－

○9

また，外部火災防護対象施設へ影響を与えるおそれのある敷地内に存在す
る屋外の危険物貯蔵施設及び可燃性ガスボンベ(以下「危険物貯蔵施設
等」という。)については，外部火災源としての影響及び外部火災による
影響を考慮する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針
評価方針

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.2 外部火災に係る事象の設定

10

さらに，近隣の産業施設の火災と森林火災の重畳並びに航空機墜落による
火災と敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発との重畳を考慮する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針
評価方針

○ 基本方針 －

基本方針 －

【2.1.2 外部火災に係る事象の設定】
〇事象設定
・外部火災として設定する事象を列挙する。

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.2 外部火災に係る事象の設定

【2.1.2 外部火災に係る事象の設定】
○火災が重畳する場合の事象設定
・火災が重畳する場合について設定する事象を列
挙する。

－
基本方針
施設共通　基本設計方針
（防火帯）

基本方針
（外部火災防護対象施設を収納する建屋）

○

【2.1.3(1) 森林火災に対する設計方針】
○建屋の設計方針
・森林火災からの輻射強度の影響に対する設計方
針を記載する。

－ －

【2.1.3(1) 森林火災に対する設計方針】
○防火帯の設計
・森林火災に対する防護対策として防火帯を設け
ることを記載する。
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項目
番号

基本設計方針 要求種別

11

これら火災の二次的影響として，火災に伴い発生するばい煙及び有毒ガス
を考慮する。

冒頭宣言

13

防火帯は延焼防止機能を損なわない設計とし，防火帯内には原則として可
燃物となるものは設置しない設計とする。ただし，防火帯に可燃物を含む
機器等を設置する場合には，延焼防止機能を損なわないよう必要最小限と
するとともに，不燃性シートで覆う等の対策を施す設計とする。 冒頭宣言

14

また，森林火災からの輻射強度の影響を考慮した場合においても，離隔距
離の確保及び建屋による防護により，外部火災防護対象施設の安全機能を
損なわない設計とする。

冒頭宣言

15

建屋内の外部火災防護対象施設は，外部火災に対して損傷の防止が図られ
た建屋内に設置することにより，安全機能を損なわない設計とする。

定義

17

建屋の外気取入口から空気を取り込む設備である，非常用ディーゼル発電
機に流入する空気の森林火災による温度上昇に対する温度評価は，輻射熱
の影響が厳しい石油備蓄基地火災の熱影響評価に包絡されるため，「(b)
近隣の産業施設の火災及び爆発に対する防護対策」に基づく設計とする。

定義

森林火災からの輻射強度の影響に対する評価として，外部火災防護対象施
設を収納する建屋は，防火帯の外縁(火炎側)から危険距離を上回る離隔距
離を確保することで，建屋内の外部火災防護対象施設の安全機能を損なわ
ない設計とする。外壁表面温度がコンクリートの圧縮強度を維持できる温
度域の上限(以下「コンクリートの許容温度」という。)となる離隔距離を
危険距離として設定する。

評価要求
定義

定義
設置要求

12

(3)外部火災に対する防護対策
a. 外部火災の直接的影響に対する防護対策
(a) 森林火災に対する防護対策
自然現象として想定される森林火災については，敷地への延焼防止を目的
として，再処理施設の敷地周辺の植生を確認し，作成した植生データ及び
敷地の気象条件等を基に，再処理施設への影響が厳しい評価となるように
解析条件を設定し，森林火災シミュレーション解析コードを用いて求めた
最大火線強度(9,128kW/m）から算出される，事業指定(変更許可)を受けた
防火帯(幅25m以上)を敷地内に設ける設計とする。

16

9

また，外部火災防護対象施設へ影響を与えるおそれのある敷地内に存在す
る屋外の危険物貯蔵施設及び可燃性ガスボンベ(以下「危険物貯蔵施設
等」という。)については，外部火災源としての影響及び外部火災による
影響を考慮する。

冒頭宣言

10

さらに，近隣の産業施設の火災と森林火災の重畳並びに航空機墜落による
火災と敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発との重畳を考慮する。

冒頭宣言

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.1 許容温度
4.1.1 外部火災の影響を考慮する施設
(1) 外部火災防護対象施設を収納する建屋及び使
用済燃料収納キャスクを収納する建屋

【4.1.1(1) 外部火災防護対象施設を収納する建
屋及び使用済燃料収納キャスクを収納する建屋】
○建屋の許容温度
・建屋外壁の許容温度を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5. 評価方針
5.1 森林火災に対する熱影響評価

【5.1 森林火災に対する熱影響評価】
・森林火災に対する熱影響評価の方針及び評価式
について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
2. 許容温度の設定根拠

【2.許容温度の設定根拠】
・建屋の許容温度と根拠を示す。

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

－

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋

－○

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

－

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一
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説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

基本方針
(屋外の外部火災防護対象施設)

－ －
基本方針
(屋外の外部火災防護対象施設)

－

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(1)森林火災に対する設計方針

【2.1.3(1)森林火災に対する設計方針】
○屋外の外部火災防護対象施設の設計方針
・森林火災からの輻射強度の影響に対する設計方
針を記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
森林火災に対する屋外の外部火災防護対象施設の
設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
森林火災に対する屋外の外部火災防護対象施設の
設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.1 許容温度
4.1.1 外部火災の影響を考慮する施設
(2)屋外の外部火災防護対象施設

【4.1.1(2)屋外の外部火災防護対象施設】
○屋外の外部火災防護対象施設の許容温度
・屋外の外部火災防護対象施設の許容温度を示
す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.1 許容温度
4.1.1 外部火災の影響を考慮する施設
(2)屋外の外部火災防護対象施設

【4.1.1(2)屋外の外部火災防護対象施設】
○屋外の外部火災防護対象施設の許容温度
・屋外の外部火災防護対象施設の許容温度を示
す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5. 評価方針
5.1 森林火災に対する熱影響評価

【5.1 森林火災に対する熱影響評価】
・森林火災に対する熱影響評価の方針及び評価式
について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5. 評価方針
5.1 森林火災に対する熱影響評価

【5.1 森林火災に対する熱影響評価】
・森林火災に対する熱影響評価の方針及び評価式
について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
2. 許容温度の設定根拠

【2.許容温度の設定根拠】
・屋外の外部火災防護対象施設の許容温度と根拠
を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
2. 許容温度の設定根拠

【2.許容温度の設定根拠】
・屋外の外部火災防護対象施設の許容温度と根拠
を示す。

基本方針
（使用済燃料収納キャスクを収納する建屋）

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(1) 森林火災に対する設計方針

【2.1.3(1) 森林火災に対する設計方針】
○使用済燃料収納キャスクを収納する建屋の設計
方針
・森林火災からの輻射強度の影響に対する設計方
針を記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
森林火災に対する使用済燃料収納キャスクを収納
する建屋の設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
森林火災に対する使用済燃料収納キャスクを収納
する建屋の設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5. 評価方針
5.1 森林火災に対する熱影響評価

【5.1 森林火災に対する熱影響評価】
・森林火災に対する熱影響評価の方針及び評価式
について記載する。

－ － － － －

20

(b)　 近隣の産業施設の火災及び爆発に対する防護対策
人為事象として想定される近隣の産業施設の火災及び爆発として，石油備
蓄基地の火災並びに敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発の影響につ
いては，離隔距離の確保及び建屋による防護により，外部火災防護対象施
設の安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
定義

基本方針
基本方針
設計方針

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針

【2.1.3(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対す
る設計方針】
○石油備蓄基地の火災に対する設計方針
・石油備蓄基地の火災に対し，外部火災防護対象
施設の安全機能を損なわない旨の設計方針を記載
する。
○重畳の想定
・近隣の産業施設の火災の重畳は，石油備蓄基地
の火災と森林火災の重畳を想定する旨記載する。
○敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発に対
する設計方針
・敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発に対
し，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわな
い旨の設計方針を記載する。

－ － ○ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針

【2.1.3(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対す
る設計方針】
・敷地周辺10kmの範囲にある近隣の産業施設とし
て、石油備蓄基地火災を想定する。
・敷地内の危険物貯蔵施設等の火災・爆発を想定
する。
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敷地周辺を通行する危険物を搭載した車両による火災及び爆発について
は，危険物の貯蔵量が多く，外部火災防護対象施設までの距離が近い敷地
内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発の評価に包絡されるため，敷地内の
危険物貯蔵施設等の火災及び爆発に対する設計方針において示す。

定義 基本方針
基本方針
設計方針

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針

【2.1.3(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対す
る設計方針】
○危険物を搭載した車両の火災及び爆発に対する
設計方針
・危険物を搭載した車両の火災及び爆発が，敷地
内に存在する危険物貯蔵施の火災及び爆発の評価
に包絡される旨を記載する。

－ － ○ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針

【2.1.3(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対す
る設計方針】
○危険物を搭載した車両の火災及び爆発に対する
設計方針
・危険物を搭載した車両の火災及び爆発が，敷地
内に存在する危険物貯蔵施の火災及び爆発の評価
に包絡される旨を記載する。
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また，敷地内において，危険物を搭載したタンクローリ火災が発生した場
合の影響については，燃料等の補充時は監視人が立会を実施することで，
万一の火災発生時は速やかな消火活動を可能とすることにより，外部火災
防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針
設計方針

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針

【2.1.3(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対す
る設計方針】
○危険物を搭載した車両の火災に対する対応
・危険物を搭載した車両の火災の発生防止対策に
ついて記載する。 － － ○ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針

【2.1.3(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対す
る設計方針】
○危険物を搭載した車両の火災に対する対応
・危険物を搭載した車両の火災の発生防止対策に
ついて記載する。
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船舶の火災については，危険物の貯蔵量が多く外部火災防護対象施設まで
の距離が近い敷地近傍の石油備蓄基地火災の影響に包絡されることから，
石油備蓄基地の火災に対する設計方針において示す。

定義 基本方針
基本方針
設計方針

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針

【2.1.3(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対す
る設計方針】
○船舶の火災
・船舶の火災が，石油備蓄基地火災の影響に包絡
される旨を記載する。
・船舶の爆発については，評価対象外となること
を記載する。

－ － ○ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針

【2.1.3(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対す
る設計方針】
○船舶の火災
・船舶の火災が，石油備蓄基地火災の影響に包絡
される旨を記載する。
・船舶の爆発については，評価対象外となること
を記載する。

基本方針
（外部火災防護対象施設を収納する建屋）

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針
a.石油備蓄基地火災に対する設計方針

【2.1.3(2)a.石油備蓄基地火災に対する設計方
針】
〇建屋の設計方針
・石油備蓄基地火災に対する建屋の設計方針を記
載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
石油備蓄基地火災に対する建屋の設計方針を示
す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
石油備蓄基地火災に対する建屋の設計方針を示
す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.1 許容温度
4.1.1 外部火災の影響を考慮する施設
(1)外部火災防護対象施設を収納する建屋及び使
用済燃料収納キャスクを収納する建屋

【4.1.1(1)　外部火災防護対象施設を収納する建
屋及び使用済燃料収納キャスクを収納する建屋】
○建屋の許容温度
・建屋外壁の許容温度と根拠を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.2　　近隣の産業施設の火災に対する熱影響評
価
5.2.1　石油備蓄基地火災に対する熱影響評価

【5.2.1　石油備蓄基地火災に対する熱影響評
価】
・石油備蓄基地火災に対する熱影響評価の方針及
び評価式について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
2. 許容温度の設定根拠

【2.許容温度の設定根拠】
・建屋の許容温度と根拠を示す。

○

安全冷却水B冷却塔 －

【2.1.3(1)森林火災に対する設計方針】
○屋外の外部火災防護対象施設の設計方針
・森林火災からの輻射強度の影響に対する設計方
針を記載する。

○

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

○
基本方針
（外部火災防護対象施設を収納する建屋）

－

－

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針
a.石油備蓄基地火災に対する設計方針

19

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
主排気筒
安全冷却水系
計測制御設備
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃ガス
処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガス処
理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換
気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設
備）

使用済燃料収納キャスクを収納する建屋は，防火帯の外縁(火炎側)から危
険距離を上回る離隔距離を確保することで，使用済燃料収納キャスクに波
及的破損を与えない設計とする。

イ. 石油備蓄基地火災に対する防護対策
石油備蓄基地の火災に対して，外部火災防護対象施設を収納する建屋は，
火災源から危険距離を上回る離隔距離を確保することで，建屋の外壁表面
温度をコンクリートの許容温度以下とし，建屋内の外部火災防護対象施設
の安全機能を損なわない設計とする。

24 評価要求

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(1)森林火災に対する設計方針

基本方針
設計方針
評価方針

評価

評価要求
定義

安全冷却水系の冷却塔等の屋外に設置する外部火災防護対象施設（以下
「屋外の外部火災防護対象施設」という。）は，防火帯の外縁(火炎側)か
ら危険距離を上回る離隔距離を確保することで，安全機能を損なわない設
計とする。施設の温度が，冷却水出口温度の最大運転温度等の安全機能を
維持するために必要な温度域の上限（以下「屋外の外部火災防護対象施設
の許容温度」という。）となる離隔距離を危険距離とする。

18

【2.1.3(2)a.石油備蓄基地火災に対する設計方
針】
〇建屋の設計方針
・石油備蓄基地火災に対する建屋の設計方針を記
載する。

基本方針
設計方針
評価方針

評価

評価要求

基本方針
設計方針
評価方針

評価

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(1) 森林火災に対する設計方針

【2.1.3(1) 森林火災に対する設計方針】
○使用済燃料収納キャスクを収納する建屋の設計
方針
・森林火災からの輻射強度の影響に対する設計方
針を記載する。

－－－－

使用済燃料輸送容器管理建屋（使用済燃料収納使
用済燃料輸送容器保管庫）

基本方針 －
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項目
番号

基本設計方針 要求種別

20

(b)　 近隣の産業施設の火災及び爆発に対する防護対策
人為事象として想定される近隣の産業施設の火災及び爆発として，石油備
蓄基地の火災並びに敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発の影響につ
いては，離隔距離の確保及び建屋による防護により，外部火災防護対象施
設の安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
定義

21

敷地周辺を通行する危険物を搭載した車両による火災及び爆発について
は，危険物の貯蔵量が多く，外部火災防護対象施設までの距離が近い敷地
内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発の評価に包絡されるため，敷地内の
危険物貯蔵施設等の火災及び爆発に対する設計方針において示す。

定義

22

また，敷地内において，危険物を搭載したタンクローリ火災が発生した場
合の影響については，燃料等の補充時は監視人が立会を実施することで，
万一の火災発生時は速やかな消火活動を可能とすることにより，外部火災
防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

23

船舶の火災については，危険物の貯蔵量が多く外部火災防護対象施設まで
の距離が近い敷地近傍の石油備蓄基地火災の影響に包絡されることから，
石油備蓄基地の火災に対する設計方針において示す。

定義

19

使用済燃料収納キャスクを収納する建屋は，防火帯の外縁(火炎側)から危
険距離を上回る離隔距離を確保することで，使用済燃料収納キャスクに波
及的破損を与えない設計とする。

イ. 石油備蓄基地火災に対する防護対策
石油備蓄基地の火災に対して，外部火災防護対象施設を収納する建屋は，
火災源から危険距離を上回る離隔距離を確保することで，建屋の外壁表面
温度をコンクリートの許容温度以下とし，建屋内の外部火災防護対象施設
の安全機能を損なわない設計とする。

24 評価要求

評価要求
定義

安全冷却水系の冷却塔等の屋外に設置する外部火災防護対象施設（以下
「屋外の外部火災防護対象施設」という。）は，防火帯の外縁(火炎側)か
ら危険距離を上回る離隔距離を確保することで，安全機能を損なわない設
計とする。施設の温度が，冷却水出口温度の最大運転温度等の安全機能を
維持するために必要な温度域の上限（以下「屋外の外部火災防護対象施設
の許容温度」という。）となる離隔距離を危険距離とする。

18

評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.1 許容温度
4.1.1 外部火災の影響を考慮する施設
(2)屋外の外部火災防護対象施設

【4.1.1(2)屋外の外部火災防護対象施設】
○屋外の外部火災防護対象施設の許容温度
・屋外の外部火災防護対象施設の許容温度を示
す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5. 評価方針
5.1 森林火災に対する熱影響評価

【5.1 森林火災に対する熱影響評価】
・森林火災に対する熱影響評価の方針及び評価式
について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
2. 許容温度の設定根拠

【2.許容温度の設定根拠】
・屋外の外部火災防護対象施設の許容温度と根拠
を示す。

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5. 評価方針
5.1 森林火災に対する熱影響評価

【5.1 森林火災に対する熱影響評価】
・森林火災に対する熱影響評価の方針及び評価式
について記載する。

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.1 許容温度
4.1.1 外部火災の影響を考慮する施設
(1)外部火災防護対象施設を収納する建屋及び使
用済燃料収納キャスクを収納する建屋

【4.1.1(1)　外部火災防護対象施設を収納する建
屋及び使用済燃料収納キャスクを収納する建屋】
○建屋の許容温度
・建屋外壁の許容温度と根拠を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.2　　近隣の産業施設の火災に対する熱影響評
価
5.2.1　石油備蓄基地火災に対する熱影響評価

【5.2.1　石油備蓄基地火災に対する熱影響評
価】
・石油備蓄基地火災に対する熱影響評価の方針及
び評価式について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
2. 許容温度の設定根拠

【2.許容温度の設定根拠】
・建屋の許容温度と根拠を示す。

－

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

－

－ －

第１Gr申請と同一

－ －○
冷却水設備（安全冷却水系）
計測制御設備

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
換気設備（精製建屋換気設備）塔槽類廃ガス処理
設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類
廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃ガス
処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガス処
理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換
気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設
備）

－

○ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋

－ －

第１Gr申請と同一

○
使用済燃料輸送容器管理建屋（使用済燃料収納使
用済燃料輸送容器保管庫）

－

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一
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説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

基本方針
(屋内の外部火災防護対象施設)

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2) 近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針
a. 石油備蓄基地火災に対する設計方針

【2.1.3(2)a.石油備蓄基地火災に対する設計方
針】
〇非常用ディーゼル発電機の設計方針
・石油備蓄基地火災に対する非常用ディーゼル発
電機の設計方針を記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
石油備蓄基地火災に対する非常用ディーゼル発電
機の設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
石油備蓄基地火災に対する非常用ディーゼル発電
機の設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.1 許容温度
4.1.1 外部火災の影響を考慮する施設
(2)建屋内で外気を取り込む外部火災防護対象施
設

【4.1(2)建屋内で外気を取り込む外部火災防護対
象施設】
・建屋内で外気を取り込む外部火災防護対象施設
の許容温度を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.2　　近隣の産業施設の火災に対する熱影響評
価
5.2.1　石油備蓄基地火災に対する熱影響評価

【5.2.1　石油備蓄基地火災に対する熱影響評
価】
・石油備蓄基地火災に対する熱影響評価の方針及
び評価式について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
2. 許容温度の設定根拠

【2. 許容温度の設定根拠】
・建屋内で外気を取り込む外部火災防護対象施設
許容温度と根拠を示す。

基本方針
(屋外の外部火災防護対象施設)

－ －
基本方針
(屋外の外部火災防護対象施設)

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針
a.石油備蓄基地火災に対する設計方針

【2.1.3(2)a.石油備蓄基地火災に対する設計方
針】
〇屋外の外部火災防護対象施設の設計方針
・石油備蓄基地火災に対する屋外の外部火災防護
対象施設の設計方針を記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
石油備蓄基地火災に対する屋外の外部火災防護対
象施設の設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
石油備蓄基地火災に対する屋外の外部火災防護対
象施設の設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.1 許容温度
4.1.1 外部火災の影響を考慮する施設
(2)屋外の外部火災防護対象施設

【4.1.1(2)屋外の外部火災防護対象施設】
○屋外の外部火災防護対象施設の許容温度
・屋外の外部火災防護対象施設の許容温度を示
す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.1 許容温度
4.1.1 外部火災の影響を考慮する施設
(2)屋外の外部火災防護対象施設

【4.1.1(2)屋外の外部火災防護対象施設】
○屋外の外部火災防護対象施設の許容温度
・屋外の外部火災防護対象施設の許容温度を示
す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.2　　近隣の産業施設の火災に対する熱影響評
価
5.2.1　石油備蓄基地火災に対する熱影響評価

【5.2.1　石油備蓄基地火災に対する熱影響評
価】
・石油備蓄基地火災に対する熱影響評価の方針及
び評価式について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.2　　近隣の産業施設の火災に対する熱影響評
価
5.2.1　石油備蓄基地火災に対する熱影響評価

【5.2.1　石油備蓄基地火災に対する熱影響評
価】
・石油備蓄基地火災に対する熱影響評価の方針及
び評価式について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
2. 許容温度の設定根拠

【2.許容温度の設定根拠】
・屋外の外部火災防護対象施設の許容温度と根拠
を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
2. 許容温度の設定根拠

【2.許容温度の設定根拠】
・屋外の外部火災防護対象施設の許容温度と根拠
を示す。

基本方針
（使用済燃料収納キャスクを収納する建屋）

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2) 近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針
a. 石油備蓄基地火災に対する設計方針

【2.1.3(2)a.石油備蓄基地火災に対する設計方
針】
〇使用済燃料収納キャスクを収納する建屋の設計
方針
・石油備蓄基地火災に対する建屋の設計方針を記
載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
石油備蓄基地火災に対する使用済燃料収納キャス
クを収納する建屋の設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
石油備蓄基地火災に対する使用済燃料収納キャス
クを収納する建屋の設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.2　　近隣の産業施設の火災に対する熱影響評
価
5.2.1　石油備蓄基地火災に対する熱影響評価

【5.2.1　石油備蓄基地火災に対する熱影響評
価】
・石油備蓄基地火災に対する熱影響評価の方針及
び評価式について記載する。

－ － － － －

基本方針
（外部火災防護対象施設を収納する建屋）

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2) 近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針
b. 石油備蓄基地火災及び森林火災の重畳に対す
る設計方針

【2.1.3(2)b. 石油備蓄基地火災及び森林火災の
重畳に対する設計方針】
○建屋の設計方針
・石油備蓄基地火災及び森林火災の重畳時に対す
る建屋の設計方針を記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に対する建屋
の設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に対する建屋
の設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.1 許容温度
4.1.1 外部火災の影響を考慮する施設
(1)外部火災防護対象施設を収納する建屋及び使
用済燃料収納キャスクを収納する建屋

【4.1.1(1)　外部火災防護対象施設を収納する建
屋及び使用済燃料収納キャスクを収納する建屋】
○建屋の許容温度
・建屋外壁の許容温度と根拠を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.2 近隣の産業施設の火災に対する熱影響評価
5.2.2 石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に対す
る熱影響評価

【5.2.2　石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に
対する熱影響評価】
・石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に対する熱
影響評価の方針及び評価式について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
2. 許容温度の設定根拠

【2. 許容温度の設定根拠】
・建屋の許容温度と根拠を示す。

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2) 近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針
b. 石油備蓄基地火災及び森林火災の重畳に対す
る設計方針

－ －

【2.1.3(2)b. 石油備蓄基地火災及び森林火災の
重畳に対する設計方針】
○建屋の設計方針
・石油備蓄基地火災及び森林火災の重畳時に対す
る建屋の設計方針を記載する。

－

－

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針
a.石油備蓄基地火災に対する設計方針

電気設備（ディーゼル発電機）

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2) 近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針
a. 石油備蓄基地火災に対する設計方針

【2.1.3(2)a.石油備蓄基地火災に対する設計方
針】
〇使用済燃料収納キャスクを収納する建屋の設計
方針
・石油備蓄基地火災に対する建屋の設計方針を記
載する。

【2.1.3(2)a.石油備蓄基地火災に対する設計方
針】
〇非常用ディーゼル発電機の設計方針
・石油備蓄基地火災に対する非常用ディーゼル発
電機の設計方針を記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2) 近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針
a. 石油備蓄基地火災に対する設計方針

－○

基本方針
設計方針
評価方針

評価

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
主排気筒
安全冷却水系
計測制御設備
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃ガス
処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガス処
理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換
気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設
備）

【2.1.3(2)a.石油備蓄基地火災に対する設計方
針】
〇屋外の外部火災防護対象施設の設計方針
・石油備蓄基地火災に対する屋外の外部火災防護
対象施設の設計方針を記載する。

安全冷却水B冷却塔

基本方針
(屋内の外部火災防護対象施設)

○

－
基本方針
（使用済燃料収納キャスクを収納する建屋）

○

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

屋外の外部火災防護対象施設は，火災源から危険距離を上回る離隔距離を
確保することで，輻射強度に基づき算出した施設の温度を屋外の外部火災
防護対象施設の許容温度以下とし，安全機能を損なわない設計とする。

26

使用済燃料輸送容器管理建屋（使用済燃料収納使
用済燃料輸送容器保管庫）

基本方針
設計方針
評価方針

評価

28

ロ. 石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に対する防護対策
石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に対して，外部火災防護対象施設を収
納する建屋は，火災源から危険距離を上回る離隔距離を確保することで，
建屋の外壁表面温度をコンクリートの許容温度以下とし，建屋内の外部火
災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

基本方針
設計方針
評価方針

評価

評価要求

27

使用済燃料収納キャスクを収納する建屋は，火災源から危険距離を上回る
離隔距離を確保することで，外壁表面温度をコンクリートの許容温度以下
とし，使用済燃料収納キャスクに波及的破損を与えない設計とする。

評価要求

建屋の外気取入口から空気を取り込む設備である非常用ディーゼル発電機
は，火災源から危険距離を上回る離隔距離を確保することで，安全機能を
損なわない設計とする。外気取入口から流入する空気の温度が，非常用
ディーゼル発電機の設計上の最高使用温度となる離隔距離を危険距離とす
る。

25
評価要求

定義

評価要求

－ －－－－

基本方針
設計方針
評価方針

評価

－
基本方針
（外部火災防護対象施設を収納する建屋）

○

195



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第８条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

8／24

項目
番号

基本設計方針 要求種別

屋外の外部火災防護対象施設は，火災源から危険距離を上回る離隔距離を
確保することで，輻射強度に基づき算出した施設の温度を屋外の外部火災
防護対象施設の許容温度以下とし，安全機能を損なわない設計とする。

26

28

ロ. 石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に対する防護対策
石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に対して，外部火災防護対象施設を収
納する建屋は，火災源から危険距離を上回る離隔距離を確保することで，
建屋の外壁表面温度をコンクリートの許容温度以下とし，建屋内の外部火
災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

27

使用済燃料収納キャスクを収納する建屋は，火災源から危険距離を上回る
離隔距離を確保することで，外壁表面温度をコンクリートの許容温度以下
とし，使用済燃料収納キャスクに波及的破損を与えない設計とする。

評価要求

建屋の外気取入口から空気を取り込む設備である非常用ディーゼル発電機
は，火災源から危険距離を上回る離隔距離を確保することで，安全機能を
損なわない設計とする。外気取入口から流入する空気の温度が，非常用
ディーゼル発電機の設計上の最高使用温度となる離隔距離を危険距離とす
る。

25
評価要求

定義

評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.1 許容温度
4.1.1 外部火災の影響を考慮する施設
(2)建屋内で外気を取り込む外部火災防護対象施
設

【4.1(2)建屋内で外気を取り込む外部火災防護対
象施設】
・建屋内で外気を取り込む外部火災防護対象施設
の許容温度を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.2　　近隣の産業施設の火災に対する熱影響評
価
5.2.1　石油備蓄基地火災に対する熱影響評価

【5.2.1　石油備蓄基地火災に対する熱影響評
価】
・石油備蓄基地火災に対する熱影響評価の方針及
び評価式について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
2. 許容温度の設定根拠

【2. 許容温度の設定根拠】
・建屋内で外気を取り込む外部火災防護対象施設
許容温度と根拠を示す。

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.1 許容温度
4.1.1 外部火災の影響を考慮する施設
(2)屋外の外部火災防護対象施設

【4.1.1(2)屋外の外部火災防護対象施設】
○屋外の外部火災防護対象施設の許容温度
・屋外の外部火災防護対象施設の許容温度を示
す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.2　　近隣の産業施設の火災に対する熱影響評
価
5.2.1　石油備蓄基地火災に対する熱影響評価

【5.2.1　石油備蓄基地火災に対する熱影響評
価】
・石油備蓄基地火災に対する熱影響評価の方針及
び評価式について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
2. 許容温度の設定根拠

【2.許容温度の設定根拠】
・屋外の外部火災防護対象施設の許容温度と根拠
を示す。

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.2　　近隣の産業施設の火災に対する熱影響評
価
5.2.1　石油備蓄基地火災に対する熱影響評価

【5.2.1　石油備蓄基地火災に対する熱影響評
価】
・石油備蓄基地火災に対する熱影響評価の方針及
び評価式について記載する。

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.1 許容温度
4.1.1 外部火災の影響を考慮する施設
(1)外部火災防護対象施設を収納する建屋及び使
用済燃料収納キャスクを収納する建屋

【4.1.1(1)　外部火災防護対象施設を収納する建
屋及び使用済燃料収納キャスクを収納する建屋】
○建屋の許容温度
・建屋外壁の許容温度と根拠を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.2 近隣の産業施設の火災に対する熱影響評価
5.2.2 石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に対す
る熱影響評価

【5.2.2　石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に
対する熱影響評価】
・石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に対する熱
影響評価の方針及び評価式について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
2. 許容温度の設定根拠

【2. 許容温度の設定根拠】
・建屋の許容温度と根拠を示す。

○ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋

－－ －

第１Gr申請と同一

第１非常用ディーゼル発電機○

－ －

－ －

－

－

－

○
使用済燃料輸送容器管理建屋（使用済燃料収納使
用済燃料輸送容器保管庫）

－

○
冷却水設備（安全冷却水系）
計測制御設備

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
換気設備（精製建屋換気設備）
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃ガス
処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガス処
理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換
気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設
備）

－

－第２非常用ディーゼル発電機

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第８条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

9／24

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

基本方針
(屋外の外部火災防護対象施設)

－ －
基本方針
(屋外の外部火災防護対象施設)

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針
b.石油備蓄基地火災及び森林火災の重畳に対する
設計方針

【2.1.3(2)b.石油備蓄基地火災及び森林火災の重
畳に対する設計方針】
〇屋外の外部火災防護対象施設の設計方針
・石油備蓄基地火災及び森林火災の重畳に対する
屋外の外部火災防護対象施設の設計方針を記載す
る。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に対する屋外
の外部火災防護対象施設の設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に対する屋外
の外部火災防護対象施設の設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.1 許容温度
4.1.1 外部火災の影響を考慮する施設
(2)屋外の外部火災防護対象施設

【4.1.1(2)屋外の外部火災防護対象施設】
○屋外の外部火災防護対象施設の許容温度
・屋外の外部火災防護対象施設の許容温度を示
す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.1 許容温度
4.1.1 外部火災の影響を考慮する施設
(2)屋外の外部火災防護対象施設

【4.1.1(2)屋外の外部火災防護対象施設】
○屋外の外部火災防護対象施設の許容温度
・屋外の外部火災防護対象施設の許容温度を示
す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.2 近隣の産業施設の火災に対する熱影響評価
5.2.2 石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に対す
る熱影響評価

【5.2.2　石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に
対する熱影響評価】
・石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に対する熱
影響評価の方針及び評価式について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.2 近隣の産業施設の火災に対する熱影響評価
5.2.2 石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に対す
る熱影響評価

【5.2.2　石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に
対する熱影響評価】
・石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に対する熱
影響評価の方針及び評価式について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
2. 許容温度の設定根拠

【2. 許容温度の設定根拠】
・屋外の外部火災防護対象設備の許容温度と根拠
を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
2. 許容温度の設定根拠

【2. 許容温度の設定根拠】
・屋外の外部火災防護対象設備の許容温度と根拠
を示す。

基本方針
（使用済燃料収納キャスクを収納する建屋）

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針
b.石油備蓄基地火災及び森林火災の重畳に対する
設計方針

【2.1.3(2)b.石油備蓄基地火災及び森林火災の重
畳に対する設計方針】
○建屋の設計方針
・石油備蓄基地火災及び森林火災の重畳時に対す
る使用済燃料収納キャスクを収納する建屋の設計
方針を記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に対する使用
済燃料収納キャスクを収納する建屋の設計方針を
示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に対する使用
済燃料収納キャスクを収納する建屋の設計方針を
示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.2 近隣の産業施設の火災に対する熱影響評価
5.2.2 石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に対す
る熱影響評価

【5.2.2　石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に
対する熱影響評価】
・石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に対する熱
影響評価の方針及び評価式について記載する。

－ － － － －
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ハ. 敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発に対する防護対策
敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発に対しては，敷地内に複数存在
する危険物貯蔵施設等の中から，貯蔵量及び配置状況並びに外部火災防護
対象施設を収納する建屋及び屋外の外部火災防護対象施設への距離を考慮
し，外部火災防護対象施設に火災及び爆発の影響を及ぼすおそれがあるも
のを選定する。

定義
施設共通　基本設計方針
（敷地内の危険物貯蔵施設等）

基本方針

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針
c.敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発に対
する設計方針

【2.1.3(2)c.敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及
び爆発に対する設計方針】
○建屋の設計方針
・敷地内の危険物貯蔵施設等の火災・爆発に対す
る建屋の設計方針を記載する

－ － ○
施設共通　基本設計方針
（敷地内の危険物貯蔵施設等）

－

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針
c.敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発に対
する設計方針

【2.1.3(2)c.敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及
び爆発に対する設計方針】
○建屋の設計方針
・敷地内の危険物貯蔵施設等の火災・爆発に対す
る建屋の設計方針を記載する

基本方針
（外部火災防護対象施設を収納する建屋）

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針
c.敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発に対
する設計方針

【2.1.3(2)c.敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及
び爆発に対する設計方針】
○建屋の設計方針
・敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発に対
する建屋の設計方針を記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対する建屋の
設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対する建屋の
設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.1 許容温度
4.1.1 外部火災の影響を考慮する施設
(1)外部火災防護対象施設を収納する建屋及び使
用済燃料収納キャスクを収納する建屋

【4.1.1(1)　外部火災防護対象施設を収納する建
屋及び使用済燃料収納キャスクを収納する建屋】
○建屋の許容温度
・建屋外壁の許容温度と根拠を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.2 近隣の産業施設の火災に対する熱影響評価
5.2.3 敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対する
熱影響評価

【5.2.3　敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対
する熱影響評価】
・敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対する熱影
響評価の方針及び評価式について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
2. 許容温度の設定根拠

【2. 許容温度の設定根拠】
・建屋の許容温度と根拠を示す。

安全冷却水B冷却塔

○ －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針
b.石油備蓄基地火災及び森林火災の重畳に対する
設計方針

【2.1.3(2)b.石油備蓄基地火災及び森林火災の重
畳に対する設計方針】
〇屋外の外部火災防護対象施設の設計方針
・石油備蓄基地火災及び森林火災の重畳に対する
屋外の外部火災防護対象施設の設計方針を記載す
る。

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針
b.石油備蓄基地火災及び森林火災の重畳に対する
設計方針

－ －

敷地内の危険物貯蔵施設等の火災において，外部火災防護対象施設を収納
する建屋は，それぞれの敷地内の危険物貯蔵施設に対し危険距離を上回る
離隔距離を確保することで，輻射強度に基づき算出した建屋の外壁表面温
度をコンクリートの許容温度以下とし，建屋内の外部火災防護対象施設の
安全機能を損なわない設計とする。

32

基本方針
設計方針
評価方針

評価

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

使用済燃料輸送容器管理建屋（使用済燃料収納使
用済燃料輸送容器保管庫）

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
主排気筒
安全冷却水系
計測制御設備
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃ガス
処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガス処
理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換
気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設
備）

評価要求

評価要求

基本方針
設計方針
評価方針

評価

基本方針
設計方針
評価方針

評価

30

使用済燃料収納キャスクを収納する建屋は，火災源から危険距離を上回る
離隔距離を確保することで，外壁表面温度をコンクリートの許容温度以下
とし，使用済燃料収納キャスクに波及的破損を与えない設計とする。

屋外の外部火災防護対象施設は，火災源から危険距離を上回る離隔距離を
確保することで，輻射強度に基づき算出した施設の温度を屋外の外部火災
防護対象施設の許容温度以下とし，安全機能を損なわない設計とする。

29 評価要求

－
基本方針
（使用済燃料収納キャスクを収納する建屋）

○

－

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針
c.敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発に対
する設計方針

【2.1.3(2)c.敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及
び爆発に対する設計方針】
○建屋の設計方針
・敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発に対
する建屋の設計方針を記載する。

－ －

【2.1.3(2)b.石油備蓄基地火災及び森林火災の重
畳に対する設計方針】
○建屋の設計方針
・石油備蓄基地火災及び森林火災の重畳時に対す
る使用済燃料収納キャスクを収納する建屋の設計
方針を記載する。

－
基本方針
（外部火災防護対象施設を収納する建屋）

○
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項目
番号

基本設計方針 要求種別

31

ハ. 敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発に対する防護対策
敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発に対しては，敷地内に複数存在
する危険物貯蔵施設等の中から，貯蔵量及び配置状況並びに外部火災防護
対象施設を収納する建屋及び屋外の外部火災防護対象施設への距離を考慮
し，外部火災防護対象施設に火災及び爆発の影響を及ぼすおそれがあるも
のを選定する。

定義

敷地内の危険物貯蔵施設等の火災において，外部火災防護対象施設を収納
する建屋は，それぞれの敷地内の危険物貯蔵施設に対し危険距離を上回る
離隔距離を確保することで，輻射強度に基づき算出した建屋の外壁表面温
度をコンクリートの許容温度以下とし，建屋内の外部火災防護対象施設の
安全機能を損なわない設計とする。

32 評価要求

評価要求30

使用済燃料収納キャスクを収納する建屋は，火災源から危険距離を上回る
離隔距離を確保することで，外壁表面温度をコンクリートの許容温度以下
とし，使用済燃料収納キャスクに波及的破損を与えない設計とする。

屋外の外部火災防護対象施設は，火災源から危険距離を上回る離隔距離を
確保することで，輻射強度に基づき算出した施設の温度を屋外の外部火災
防護対象施設の許容温度以下とし，安全機能を損なわない設計とする。

29 評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.1 許容温度
4.1.1 外部火災の影響を考慮する施設
(2)屋外の外部火災防護対象施設

【4.1.1(2)屋外の外部火災防護対象施設】
○屋外の外部火災防護対象施設の許容温度
・屋外の外部火災防護対象施設の許容温度を示
す。

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
2. 許容温度の設定根拠

【2. 許容温度の設定根拠】
・屋外の外部火災防護対象設備の許容温度と根拠
を示す。

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.2 近隣の産業施設の火災に対する熱影響評価
5.2.2 石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に対す
る熱影響評価

【5.2.2　石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に
対する熱影響評価】
・石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に対する熱
影響評価の方針及び評価式について記載する。

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.1 許容温度
4.1.1 外部火災の影響を考慮する施設
(1)外部火災防護対象施設を収納する建屋及び使
用済燃料収納キャスクを収納する建屋

【4.1.1(1)　外部火災防護対象施設を収納する建
屋及び使用済燃料収納キャスクを収納する建屋】
○建屋の許容温度
・建屋外壁の許容温度と根拠を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.2 近隣の産業施設の火災に対する熱影響評価
5.2.3 敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対する
熱影響評価

【5.2.3　敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対
する熱影響評価】
・敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対する熱影
響評価の方針及び評価式について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
2. 許容温度の設定根拠

【2. 許容温度の設定根拠】
・建屋の許容温度と根拠を示す。

－○ － －

第１Gr申請と同一

－

－ －

使用済燃料輸送容器管理建屋（使用済燃料収納使
用済燃料輸送容器保管庫）

○
冷却水設備（安全冷却水系）
計測制御設備

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
換気設備（精製建屋換気設備）
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃ガス
処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガス処
理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換
気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設
備）

－

第１Gr申請と同一

－ －

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

○ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋

－
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説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

基本方針
(屋外の外部火災防護対象施設)

－ －
基本方針
(屋外の外部火災防護対象施設)

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針
c.敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発に対
する設計方針

【2.1.3(2)c.敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及
び爆発に対する設計方針】
〇屋外の外部火災防護対象施設の設計方針
・敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対する屋外
の外部火災防護対象施設の設計方針を記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対する屋外の
外部火災防護対象施設の設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対する屋外の
外部火災防護対象施設の設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.1 許容温度
4.1.1 外部火災の影響を考慮する施設
(2)屋外の外部火災防護対象施設

【4.1.1(2)屋外の外部火災防護対象施設】
○屋外の外部火災防護対象施設の許容温度
・屋外の外部火災防護対象施設の許容温度を示
す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.1 許容温度
4.1.1 外部火災の影響を考慮する施設
(2)屋外の外部火災防護対象施設

【4.1.1(2)屋外の外部火災防護対象施設】
○屋外の外部火災防護対象施設の許容温度
・屋外の外部火災防護対象施設の許容温度を示
す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.2 近隣の産業施設の火災に対する熱影響評価
5.2.3 敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対する
熱影響評価

【5.2.3　敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対
する熱影響評価】
・敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対する熱影
響評価の方針及び評価式について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.2 近隣の産業施設の火災に対する熱影響評価
5.2.3 敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対する
熱影響評価

【5.2.3　敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対
する熱影響評価】
・敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対する熱影
響評価の方針及び評価式について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
2. 許容温度の設定根拠

【2. 許容温度の設定根拠】
・屋外の外部火災防護対象設備の許容温度と根拠
を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
2. 許容温度の設定根拠

【2. 許容温度の設定根拠】
・屋外の外部火災防護対象設備の許容温度と根拠
を示す。

基本方針
（使用済燃料収納キャスクを収納する建屋）

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針
c.敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発に対
する設計方針

【2.1.3(2)c.敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及
び爆発に対する設計方針】
○使用済燃料収納キャスクを収納する建屋の設計
方針
・敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発に対
する建屋の設計方針を記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対する使用済
燃料収納キャスクを収納する建屋の設計方針を示
す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対する使用済
燃料収納キャスクを収納する建屋の設計方針を示
す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.2 近隣の産業施設の火災に対する熱影響評価
5.2.3 敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対する
熱影響評価

【5.2.3　敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対
する熱影響評価】
・敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対する熱影
響評価の方針及び評価式について記載する。

－ － － － －

35

再処理施設の危険物貯蔵施設等は，建屋内に収納され，着火源を排除する
とともに可燃性ガスが漏えいした場合においても滞留しない構造とするこ
とで爆発を防止する設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(再処理施設の危険物貯蔵施設等)

基本方針
設計方針

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針
c.敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発に対
する設計方針

【2.1.3(2)c.敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及
び爆発に対する設計方針】
・爆発源となる敷地内の危険物貯蔵施設等は、屋
内に収納され，着火源を排除する等の爆発を防止
する設計方針を記載する。
・MOXガストレーラ庫の設計方針について記載す
る。

－ － ○
施設共通　基本設計方針
(再処理施設の危険物貯蔵施設等)

－

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針
c.敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発に対
する設計方針

【2.1.3(2)c.敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及
び爆発に対する設計方針】
・爆発源となる敷地内の危険物貯蔵施設等は、屋
内に収納され，着火源を排除する等の爆発を防止
する設計方針を記載する。
・MOXガストレーラ庫の設計方針について記載す
る。

基本方針
（外部火災防護対象施設を収納する建屋，使用済
燃料収納キャスクを収納する建屋及び屋外の外部
火災防護対象施設）

－ －

基本方針
（外部火災防護対象施設を収納する建屋，使用済
燃料収納キャスクを収納する建屋及び屋外の外部
火災防護対象施設）

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針
c.敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発に対
する設計方針

【2.1.3(2)c.敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及
び爆発に対する設計方針】
〇外部火災防護対象施設の設計方針
・敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発に対する外部
火災防護対象施設等の設計方針を記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発に対する設計方
針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発に対する設計方
針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.2 近隣の産業施設の火災に対する熱影響評価
5.2.4 敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発に対する
影響評価

【5.2.4 敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発に対す
る影響評価】
・敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発に対する評価
の方針及び評価式について記載する。

○

○

○

安全冷却水B冷却塔

－
基本方針
（使用済燃料収納キャスクを収納する建屋）

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針
c.敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発に対
する設計方針

【2.1.3(2)c.敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及
び爆発に対する設計方針】
○使用済燃料収納キャスクを収納する建屋の設計
方針
・敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発に対
する建屋の設計方針を記載する。

－

36

その上で，敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発を想定し，ガス爆発の爆風圧
が0.01MPaとなる危険限界距離を求め，危険限界距離を上回る離隔距離を
確保することで外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする
こと及び使用済燃料収納キャスクを収納する建屋は，使用済燃料収納キャ
スクに波及的破損を与えない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
計測制御設備
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃ガス
処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガス処
理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換
気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設
備）
使用済燃料輸送容器管理建屋（使用済燃料収納使
用済燃料輸送容器保管庫）

屋外の外部火災防護対象施設は，火災源から危険距離を上回る離隔距離を
確保することで，輻射強度に基づき算出した施設の温度を屋外の外部火災
防護対象施設の許容温度以下とし，安全機能を損なわない設計とする。

33 評価要求

34

使用済燃料収納キャスクを収納する建屋は，火災源から危険距離を上回る
離隔距離を確保することで，外壁表面温度をコンクリートの許容温度以下
とし，使用済燃料収納キャスクに波及的破損を与えない設計とする。

評価要求

基本方針
設計方針
評価方針

評価

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
主排気筒
安全冷却水系
計測制御設備
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃ガス
処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガス処
理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換
気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設
備）

基本方針
設計方針
評価方針

評価

基本方針
（使用済燃料収納キャスクを収納する建屋）

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針
c.敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発に対
する設計方針

【2.1.3(2)c.敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及
び爆発に対する設計方針】
〇屋外の外部火災防護対象施設の設計方針
・敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対する屋外
の外部火災防護対象施設の設計方針を記載する。

安全冷却水B冷却塔

基本方針
設計方針
評価方針

評価

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針
c.敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発に対
する設計方針

【5.2.4 敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発に対す
る影響評価】
・敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発に対する評価
の方針及び評価式について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.2 近隣の産業施設の火災に対する熱影響評価
5.2.4 敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発に対する
影響評価

【2.1.3(2)c.敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及
び爆発に対する設計方針】
〇外部火災防護対象施設の設計方針
・敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発に対する外部
火災防護対象施設等の設計方針を記載する。

－
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別紙２
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項目
番号

基本設計方針 要求種別

35

再処理施設の危険物貯蔵施設等は，建屋内に収納され，着火源を排除する
とともに可燃性ガスが漏えいした場合においても滞留しない構造とするこ
とで爆発を防止する設計とする。

設置要求

36

その上で，敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発を想定し，ガス爆発の爆風圧
が0.01MPaとなる危険限界距離を求め，危険限界距離を上回る離隔距離を
確保することで外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする
こと及び使用済燃料収納キャスクを収納する建屋は，使用済燃料収納キャ
スクに波及的破損を与えない設計とする。

評価要求

屋外の外部火災防護対象施設は，火災源から危険距離を上回る離隔距離を
確保することで，輻射強度に基づき算出した施設の温度を屋外の外部火災
防護対象施設の許容温度以下とし，安全機能を損なわない設計とする。

33 評価要求

34

使用済燃料収納キャスクを収納する建屋は，火災源から危険距離を上回る
離隔距離を確保することで，外壁表面温度をコンクリートの許容温度以下
とし，使用済燃料収納キャスクに波及的破損を与えない設計とする。

評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.1 許容温度
4.1.1 外部火災の影響を考慮する施設
(2)屋外の外部火災防護対象施設

【4.1.1(2)屋外の外部火災防護対象施設】
○屋外の外部火災防護対象施設の許容温度
・屋外の外部火災防護対象施設の許容温度を示
す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.2 近隣の産業施設の火災に対する熱影響評価
5.2.3 敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対する
熱影響評価

【5.2.3　敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対
する熱影響評価】
・敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対する熱影
響評価の方針及び評価式について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
2. 許容温度の設定根拠

【2. 許容温度の設定根拠】
・屋外の外部火災防護対象設備の許容温度と根拠
を示す。

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.2 近隣の産業施設の火災に対する熱影響評価
5.2.3 敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対する
熱影響評価

【5.2.3　敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対
する熱影響評価】
・敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対する熱影
響評価の方針及び評価式について記載する。

○
使用済燃料輸送容器管理建屋（使用済燃料収納使
用済燃料輸送容器保管庫）

－ －

第１Gr申請と同一

－○

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
計測制御設備
使用済燃料輸送容器管理建屋（使用済燃料収納使
用済燃料輸送容器保管庫）

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
換気設備（精製建屋換気設備）
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃ガス
処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガス処
理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換
気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設
備）

－ － －

－ －

－

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

○

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
換気設備（精製建屋換気設備）
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃ガス
処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガス処
理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換
気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設
備）

冷却水設備（安全冷却水系）
計測制御設備

－－ －

]

200



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第８条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

13／24

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

基本方針
（外部火災防護対象施設を収納する建屋）

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針
c.敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発に対
する設計方針

【2.1.3(2)c.敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及
び爆発に対する設計方針】
〇外部火災防護対象施設の設計方針
・敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発に対する外部
火災防護対象施設等の設計方針を記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発に対するの設計
方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発に対するの設計
方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.2 近隣の産業施設の火災に対する熱影響評価
5.2.4 敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発に対する
影響評価

【5.2.4 敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発に対す
る影響評価】
・離隔距離を確保できない敷地内の危険物貯蔵施
設等の爆発に対する影響評価の方針及び評価式に
ついて記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
3. 許容応力の設定根拠

【3. 許容応力の設定根拠】
・建屋の許容応力と根拠を示す。
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(ｃ)　 航空機墜落による火災に対する防護対策
航空機墜落による火災について，外部火災防護対象施設を収納する建屋
は，対象航空機が直近に墜落する火災を想定し，建屋による防護により，
外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。
屋外の外部火災防護対象施設については，竜巻防護対策設備等の周辺施設
の設置状況を考慮した上で，屋外の外部火災防護対象施設の至近となる位
置で航空機墜落による火災が発生することを想定し，外殻からの離隔距離
に応じた防護により，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計
とする。
また，熱影響により外部火災防護対象施設の安全機能を損なうおそれがあ
る場合には，耐火被覆又は遮熱板の対策を講ずることにより安全機能を損
なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(3)航空機墜落による火災に対する設計方針

【2.1.3(3)航空機墜落による火災に対する設計方
針】
○設計方針
・建屋による防護及び外殻からの離隔距離による
防護により，安全機能を損なわない設計とするこ
とを記載する。
・外部火災防護対象施設の安全機能を損なうおそ
れがある場合には，耐火被覆又は遮熱板の対策を
講ずる設計とすることを記載する。

－ － ○ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(3)航空機墜落による火災に対する設計方針

【2.1.3(3)航空機墜落による火災に対する設計方
針】
○設計方針
・建屋による防護及び外殻からの離隔距離による
防護により，安全機能を損なわない設計とするこ
とを記載する。
・外部火災防護対象施設の安全機能を損なうおそ
れがある場合には，耐火被覆又は遮熱板の対策を
講ずる設計とすることを記載する。

基本方針
（外部火災防護対象施設を収納する建屋）

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(3)航空機墜落による火災に対する設計方針

【2.1.3(3)航空機墜落による火災に対する設計方
針】
○評価方法及び航空機選定
・航空機墜落火災を想定する対象航空機について
記載する。
○火災の想定及び建屋の設計方針
・外部火災防護対象施設を収納する建屋直近で航
空機墜落火災が発生することを想定し，建屋内の
外部火災防護対象施設の安全機能及び建屋外壁が
要求される機能を損なわない設計であることを記
載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
航空機墜落による火災に対する建屋の設計方針を
示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
航空機墜落による火災に対する建屋の設計方針を
示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.1 許容温度
4.1.1 外部火災の影響を考慮する施設
(1) 外部火災防護対象施設を収納する建屋及び使
用済燃料収納キャスクを収納する建屋

【4.1.1(1) 外部火災防護対象施設を収納する建
屋及び使用済燃料収納キャスクを収納する建屋】
○建屋の許容温度
・建屋外壁の許容温度と根拠を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.3 航空機墜落による火災の熱影響評価

【5.3 航空機墜落による火災の熱影響評価】
・航空機墜落による火災の熱影響評価の方針及び
評価式について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
2. 許容温度の設定根拠
2.1 外部火災の影響を考慮する施設

【2.1 外部火災の影響を考慮する施設】
・建屋の許容温度と根拠を示す。

基本方針
(屋外の外部火災防護対象施設)

－ －
基本方針
(屋外の外部火災防護対象施設)

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(3)航空機墜落による火災に対する設計方針

【2.1.3(3)航空機墜落による火災に対する設計方
針】
○火災の想定及び建屋の設計方針
・屋外の外部火災防護対象施設を収納する建屋直
近で航空機墜落火災が発生することを想定し，屋
外の外部火災防護対象施設の安全機能を損なわな
い設計であることを記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
航空機墜落による火災に対する屋外の外部火災防
護対象施設の設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
航空機墜落による火災に対する屋外の外部火災防
護対象施設の設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.1 許容温度
4.1.1 外部火災の影響を考慮する施設
(2) 屋外の外部火災防護対象施設

【4.1.1(2) 屋外の外部火災防護対象施設】
○屋外の外部火災防護対象施設の許容温度
・屋外の外部火災防護対象施設の許容温度を示
す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.1 許容温度
4.1.1 外部火災の影響を考慮する施設
(2) 屋外の外部火災防護対象施設

【4.1.1(2) 屋外の外部火災防護対象施設】
○屋外の外部火災防護対象施設の許容温度
・屋外の外部火災防護対象施設の許容温度を示
す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.3 航空機墜落による火災の熱影響評価

【5.3 航空機墜落による火災の熱影響評価】
・航空機墜落による火災の熱影響評価の方針及び
評価式について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.3 航空機墜落による火災の熱影響評価

【5.3 航空機墜落による火災の熱影響評価】
・航空機墜落による火災の熱影響評価の方針及び
評価式について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
2. 許容温度の設定根拠

【2. 許容温度の設定根拠】
・屋外の外部火災防護対象設備の許容温度と根拠
を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
2. 許容温度の設定根拠

【2. 許容温度の設定根拠】
・屋外の外部火災防護対象設備の許容温度と根拠
を示す。

○ －

－

－ － －

－
基本方針
（外部火災防護対象施設を収納する建屋）

○

安全冷却水B冷却塔

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(3)航空機墜落による火災に対する設計方針

屋外の外部火災防護対象施設は，施設の温度上昇を考慮した場合において
も，屋外の外部火災防護対象施設の許容温度以下とすることで，安全機能
を損なわない設計とする。
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基本方針
設計方針
評価方針

評価

評価要求

基本方針
設計方針
評価方針

評価

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃ガス
処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガス処
理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換
気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設
備）

また，敷地内の危険物貯蔵施設等に隣接し，危険限界距離を上回る離隔距
離を確保できない外部火災防護対象施設を収納する建屋は，爆発によって
発生する爆風圧に対して，建屋外壁の発生応力を短期許容応力度以下と
し，コンクリートの構造強度を確保することで，建屋内の外部火災防護対
象施設の安全機能を損なわない設計とする。
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39 評価要求

評価要求

航空機墜落による火災は建屋直近で発生を想定しており建屋外壁表面温度
がコンクリートの許容温度を超えることが想定されるため，輻射強度の影
響に対する評価として，外部火災防護対象施設を収納する建屋は，外壁及
び建屋内の温度上昇を考慮した場合においても，建屋内の外部火災防護対
象施設の安全機能を損なわない設計とする。

精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

○
基本方針
（外部火災防護対象施設を収納する建屋）

－

基本方針
設計方針
評価方針

評価

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(3)航空機墜落による火災に対する設計方針

【2.1.3(3)航空機墜落による火災に対する設計方
針】
○評価方法及び航空機選定
・航空機墜落火災を想定する対象航空機について
記載する。
○火災の想定及び建屋の設計方針
・外部火災防護対象施設を収納する建屋直近で航
空機墜落火災が発生することを想定し，建屋内の
外部火災防護対象施設の安全機能及び建屋外壁が
要求される機能を損なわない設計であることを記
載する。

－

【2.1.3(3)航空機墜落による火災に対する設計方
針】
○火災の想定及び建屋の設計方針
・屋外の外部火災防護対象施設を収納する建屋直
近で航空機墜落火災が発生することを想定し，屋
外の外部火災防護対象施設の安全機能を損なわな
い設計であることを記載する。

【2.1.3(2)c.敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及
び爆発に対する設計方針】
〇外部火災防護対象施設の設計方針
・敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発に対する外部
火災防護対象施設等の設計方針を記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(2)近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針
c.敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発に対
する設計方針

－ －－ －

－
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項目
番号

基本設計方針 要求種別

38

(ｃ)　 航空機墜落による火災に対する防護対策
航空機墜落による火災について，外部火災防護対象施設を収納する建屋
は，対象航空機が直近に墜落する火災を想定し，建屋による防護により，
外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。
屋外の外部火災防護対象施設については，竜巻防護対策設備等の周辺施設
の設置状況を考慮した上で，屋外の外部火災防護対象施設の至近となる位
置で航空機墜落による火災が発生することを想定し，外殻からの離隔距離
に応じた防護により，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計
とする。
また，熱影響により外部火災防護対象施設の安全機能を損なうおそれがあ
る場合には，耐火被覆又は遮熱板の対策を講ずることにより安全機能を損
なわない設計とする。

冒頭宣言

屋外の外部火災防護対象施設は，施設の温度上昇を考慮した場合において
も，屋外の外部火災防護対象施設の許容温度以下とすることで，安全機能
を損なわない設計とする。

40 評価要求

また，敷地内の危険物貯蔵施設等に隣接し，危険限界距離を上回る離隔距
離を確保できない外部火災防護対象施設を収納する建屋は，爆発によって
発生する爆風圧に対して，建屋外壁の発生応力を短期許容応力度以下と
し，コンクリートの構造強度を確保することで，建屋内の外部火災防護対
象施設の安全機能を損なわない設計とする。

37

39 評価要求

評価要求

航空機墜落による火災は建屋直近で発生を想定しており建屋外壁表面温度
がコンクリートの許容温度を超えることが想定されるため，輻射強度の影
響に対する評価として，外部火災防護対象施設を収納する建屋は，外壁及
び建屋内の温度上昇を考慮した場合においても，建屋内の外部火災防護対
象施設の安全機能を損なわない設計とする。

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.2 近隣の産業施設の火災に対する熱影響評価
5.2.4 敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発に対する
影響評価

【5.2.4 敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発に対す
る影響評価】
・離隔距離を確保できない敷地内の危険物貯蔵施
設等の爆発に対する影響評価の方針及び評価式に
ついて記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
3. 許容応力の設定根拠

【3. 許容応力の設定根拠】
・建屋の許容応力と根拠を示す。

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.1 許容温度
4.1.1 外部火災の影響を考慮する施設
(1) 外部火災防護対象施設を収納する建屋及び使
用済燃料収納キャスクを収納する建屋

【4.1.1(1) 外部火災防護対象施設を収納する建
屋及び使用済燃料収納キャスクを収納する建屋】
○建屋の許容温度
・建屋外壁の許容温度と根拠を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.3 航空機墜落による火災の熱影響評価

【5.3 航空機墜落による火災の熱影響評価】
・航空機墜落による火災の熱影響評価の方針及び
評価式について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
2. 許容温度の設定根拠
2.1 外部火災の影響を考慮する施設

【2.1 外部火災の影響を考慮する施設】
・建屋の許容温度と根拠を示す。

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.1 許容温度
4.1.1 外部火災の影響を考慮する施設
(2) 屋外の外部火災防護対象施設

【4.1.1(2) 屋外の外部火災防護対象施設】
○屋外の外部火災防護対象施設の許容温度
・屋外の外部火災防護対象施設の許容温度を示
す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.3 航空機墜落による火災の熱影響評価

【5.3 航空機墜落による火災の熱影響評価】
・航空機墜落による火災の熱影響評価の方針及び
評価式について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
2. 許容温度の設定根拠

【2. 許容温度の設定根拠】
・屋外の外部火災防護対象設備の許容温度と根拠
を示す。

－○ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋

－

－－
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
精製建屋

－

－

－ －

－

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

○ 冷却水設備（安全冷却水系）

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃ガス
処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガス処
理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換
気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設
備）
主排気筒
換気設備（精製建屋換気設備）

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

－

○
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説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

基本方針
（竜巻防護対策設備）

－ －
基本方針
（竜巻防護対策設備）

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(3) 航空機墜落による火災に対する設計方針

【2.1.3(3) 航空機墜落による火災に対する設計
方針】
○火災の想定及び建屋の設計方針
・外部火災防護対象施設を収納する建屋等の直近
で航空機墜落火災が発生することを想定し，外部
火災防護対象施設に波及的影響を及ぼすおそれの
ある施設により，安全機能を損なわない設計であ
ることを記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
航空機墜落による火災に対する外部火災防護対象
施設等に波及的影響を及ぼし得る施設の設計方針
を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
航空機墜落による火災に対する外部火災防護対象
施設等に波及的影響を及ぼし得る施設の設計方針
を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.1 許容温度
4.1.1 外部火災の影響を考慮する施設
(5) 外部火災防護対象施設に対して波及的影響を
及ぼし得る施設

【4.1.1(5) 外部火災防護対象施設に対して波及
的影響を及ぼし得る施設】
・外部火災防護対象施設に対して波及的影響を及
ぼし得る施設の許容温度を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.1 許容温度
4.1.1 外部火災の影響を考慮する施設
(5) 外部火災防護対象施設に対して波及的影響を
及ぼし得る施設

【4.1.1(5) 外部火災防護対象施設に対して波及
的影響を及ぼし得る施設】
・外部火災防護対象施設に対して波及的影響を及
ぼし得る施設の許容温度を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.3 航空機墜落による火災の熱影響評価

【5.3 航空機墜落による火災の熱影響評価】
・航空機墜落による火災の熱影響評価の方針及び
評価式について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.3 航空機墜落による火災の熱影響評価

【5.3 航空機墜落による火災の熱影響評価】
・航空機墜落による火災の熱影響評価の方針及び
評価式について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
2. 許容温度の設定根拠

【2. 許容温度の設定根拠】
・外部火災防護対象施設に対して波及的影響を及
ぼし得る施設の許容温度と根拠を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
2. 許容温度の設定根拠

【2. 許容温度の設定根拠】
・外部火災防護対象施設に対して波及的影響を及
ぼし得る施設の許容温度と根拠を示す。

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(3) 航空機墜落による火災に対する設計方針

【2.1.3(3) 航空機墜落による火災に対する設計
方針】
○火災の想定及び建屋の設計方針
・外部火災防護対象施設を収納する建屋等の直近
で航空機墜落火災が発生することを想定し，飛来
物防護板等から影響を受ける外部火災防護対象施
設が，安全機能を損なわない設計であることを記
載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
航空機墜落による火災に対する飛来物防護板等を
設置する建屋の外部火災防護対象施設に対する設
計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
航空機墜落による火災に対する飛来物防護板等を
設置する建屋の外部火災防護対象施設に対する設
計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.1 許容温度
4.1.1 外部火災の影響を考慮する施設
(4) 飛来物防護板等から影響を受ける外部火災防
護対象施設

【4.1.1(4)飛来物防護板から影響を受ける外部火
災防護対象施設】
・飛来物防護板等から影響を受ける外部火災防護
対象施設の許容温度を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.3 航空機墜落による火災の熱影響評価

【5.3 航空機墜落による火災の熱影響評価】
・航空機墜落による火災の熱影響評価の方針及び
評価式について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
2. 許容温度の設定根拠

【2. 許容温度の設定根拠】
・飛来物防護板等から影響を受ける外部火災防護
対象施設の許容温度と根拠を示す。

基本方針
（使用済燃料収納キャスクを収納する建屋）

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(3)航空機墜落による火災に対する設計方針

【2.1.3(3) 航空機墜落による火災に対する設計
方針】
○評価方法及び航空機選定
・航空機墜落火災を想定する対象航空機について
記載する。
○火災の想定及び建屋の設計方針
・使用済燃料収納キャスクを収納する建屋の直近
で航空機墜落火災が発生することを想定し，使用
済燃料収納キャスクを収納する建屋が使用済燃料
収納キャスクに波及的破損を与えない設計とす
る。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
航空機墜落による火災に対する使用済燃料収納
キャスクを収納する建屋の設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
航空機墜落による火災に対する使用済燃料収納
キャスクを収納する建屋の設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.3 航空機墜落による火災の熱影響評価

【5.3 航空機墜落による火災の熱影響評価】
・航空機墜落による火災の熱影響評価の方針及び
評価式について記載する。 － － － － －

施設共通　基本設計方針
(耐火被覆又は遮熱版)

－ －
施設共通　基本設計方針
(耐火被覆又は遮熱版)

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(3)航空機墜落による火災に対する設計方針

【2.1.3(3)航空機墜落による火災に対する設計方
針】
・熱影響により外部火災防護対象施設の安全機能
を損なうおそれがある場合には，１時間耐火の大
臣認定を取得した耐火被覆を施工する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.3 航空機墜落による火災の熱影響評価

【5.3 航空機墜落による火災の熱影響評価】
・耐火被覆又は遮熱板により防護される外部火災
防護対象施設に対する熱影響評価の方針及び評価
式について記載する。

外部火災防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設は，支持構造物で
ある架構等の必要な部材に，耐火被覆又は遮熱板の防護対策を講じること
で，構造が維持できる温度以下とし，外部火災防護対象施設等へ波及的影
響を及ぼさない設計とする。

○ －

－ －－

○
基本方針
（使用済燃料収納キャスクを収納する建屋）

－

○
基本方針
(飛来物防護板等から影響を受ける外部火災防護
対象施設)

－

安全冷却水B冷却塔

電気設備（ディーゼル発電機）
安全蒸気系
前処理建屋

設置要求
機能要求②

○

使用済燃料輸送容器管理建屋（使用済燃料収納使
用済燃料輸送容器保管庫）

評価要求

航空機墜落火災の熱影響により，外部火災防護対象施設の安全機能を損な
うおそれがある場合には，耐火被覆による対策を講じ，耐火被覆を施工で
きない駆動部等の部位に対しては，遮熱板による対策を講ずることで，安
全機能を損なわない設計とする。
耐火被覆(主材)は，建築基準法における耐火性能に関する技術的基準のう
ち，１時間耐火性能を満足し，国土交通大臣の認定を取得した塗料を用
い，必要厚さ以上を施工する設計とする。
耐火被覆の施工にあたっては，主材に対し，主材の剥がれを防止するた
め，上記認定を受けた下塗りを施工し，劣化等から保護する中塗り及び上
塗りの塗装を施工する設計とする。
耐火被覆に係る塗装は，周辺施設を含め，航空機墜落火災の想定位置を考
慮し，外部火災防護対象施設の安全機能を損なうおそれがある部位を抽出
し，火災の直近となる部位は全てを，その他の部位は離隔距離が確保でき
ない部位を対象とし，輻射を遮るように施工する設計とする。
遮熱板は，防護する部位への輻射を遮るように囲み，鋼板の受熱面側に耐
火被覆に係る塗装を施工する設計とする。また，防護する部位及び遮熱板
の点検等の保守性を考慮した設計とする。

基本方針
設計方針
評価方針

評価

評価要求
定義

評価要求
定義

44

43

使用済燃料収納キャスクを収納する建屋は外壁の温度を算出し，建屋の構
造強度を維持することで使用済燃料収納キャスクに波及的破損を与えない
設計とする。

竜巻防護対策設備

基本方針
(飛来物防護板等から影響を受ける外部火災防護
対象施設)

42

41

竜巻防護対策設備の鋼板の飛来物防護板等(以下「飛来物防護板等」とい
う。)を設置する建屋内の外部火災防護対象施設については，火炎からの
輻射強度を受けた飛来物防護板等の温度上昇を考慮し，この熱影響に基づ
き求めた施設の温度を，外部火災防護対象施設の性能維持に必要な温度以
下とすることで，安全機能を損なわない設計とする。

主排気筒管理建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃ガス
処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガス処
理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換
気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設
備）
竜巻防護対策設備

【2.1.3(3) 航空機墜落による火災に対する設計
方針】
○火災の想定及び建屋の設計方針
・外部火災防護対象施設を収納する建屋等の直近
で航空機墜落火災が発生することを想定し，外部
火災防護対象施設に波及的影響を及ぼすおそれの
ある施設により，安全機能を損なわない設計であ
ることを記載する。

基本方針
設計方針
評価方針

評価

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(3) 航空機墜落による火災に対する設計方針

基本方針
設計方針
評価方針

評価

【2.1.3(3) 航空機墜落による火災に対する設計
方針】
○評価方法及び航空機選定
・航空機墜落火災を想定する対象航空機について
記載する。
○火災の想定及び建屋の設計方針
・使用済燃料収納キャスクを収納する建屋の直近
で航空機墜落火災が発生することを想定し，使用
済燃料収納キャスクを収納する建屋が使用済燃料
収納キャスクに波及的破損を与えない設計とす
る。

【2.1.3(3) 航空機墜落による火災に対する設計
方針】
○火災の想定及び建屋の設計方針
・外部火災防護対象施設を収納する建屋等の直近
で航空機墜落火災が発生することを想定し，飛来
物防護板等から影響を受ける外部火災防護対象施
設が，安全機能を損なわない設計であることを記
載する。

【2.1.3(3)航空機墜落による火災に対する設計方
針】
・熱影響により外部火災防護対象施設の安全機能
を損なうおそれがある場合には，１時間耐火の大
臣認定を取得した耐火被覆を施工する。

竜巻防護対策設備

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(3)航空機墜落による火災に対する設計方針

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.3 航空機墜落による火災の熱影響評価

【5.3 航空機墜落による火災の熱影響評価】
・耐火被覆又は遮熱板により防護される外部火災
防護対象施設に対する熱影響評価の方針及び評価
式について記載する。 ＜耐火被覆＞

・塗装範囲、厚
さ
・主要材料

＜遮熱板＞
・板厚
・塗装厚さ
・主要材料

基本方針
設計方針
評価方針

評価

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(3) 航空機墜落による火災に対する設計方針

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(3)航空機墜落による火災に対する設計方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第８条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

16／24

項目
番号

基本設計方針 要求種別

外部火災防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設は，支持構造物で
ある架構等の必要な部材に，耐火被覆又は遮熱板の防護対策を講じること
で，構造が維持できる温度以下とし，外部火災防護対象施設等へ波及的影
響を及ぼさない設計とする。

設置要求
機能要求②

評価要求

航空機墜落火災の熱影響により，外部火災防護対象施設の安全機能を損な
うおそれがある場合には，耐火被覆による対策を講じ，耐火被覆を施工で
きない駆動部等の部位に対しては，遮熱板による対策を講ずることで，安
全機能を損なわない設計とする。
耐火被覆(主材)は，建築基準法における耐火性能に関する技術的基準のう
ち，１時間耐火性能を満足し，国土交通大臣の認定を取得した塗料を用
い，必要厚さ以上を施工する設計とする。
耐火被覆の施工にあたっては，主材に対し，主材の剥がれを防止するた
め，上記認定を受けた下塗りを施工し，劣化等から保護する中塗り及び上
塗りの塗装を施工する設計とする。
耐火被覆に係る塗装は，周辺施設を含め，航空機墜落火災の想定位置を考
慮し，外部火災防護対象施設の安全機能を損なうおそれがある部位を抽出
し，火災の直近となる部位は全てを，その他の部位は離隔距離が確保でき
ない部位を対象とし，輻射を遮るように施工する設計とする。
遮熱板は，防護する部位への輻射を遮るように囲み，鋼板の受熱面側に耐
火被覆に係る塗装を施工する設計とする。また，防護する部位及び遮熱板
の点検等の保守性を考慮した設計とする。

評価要求
定義

評価要求
定義

44

43

使用済燃料収納キャスクを収納する建屋は外壁の温度を算出し，建屋の構
造強度を維持することで使用済燃料収納キャスクに波及的破損を与えない
設計とする。

42

41

竜巻防護対策設備の鋼板の飛来物防護板等(以下「飛来物防護板等」とい
う。)を設置する建屋内の外部火災防護対象施設については，火炎からの
輻射強度を受けた飛来物防護板等の温度上昇を考慮し，この熱影響に基づ
き求めた施設の温度を，外部火災防護対象施設の性能維持に必要な温度以
下とすることで，安全機能を損なわない設計とする。

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.1 許容温度
4.1.1 外部火災の影響を考慮する施設
(4) 飛来物防護板等から影響を受ける外部火災防
護対象施設

【4.1.1(4)飛来物防護板から影響を受ける外部火
災防護対象施設】
・飛来物防護板等から影響を受ける外部火災防護
対象施設の許容温度を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.3 航空機墜落による火災の熱影響評価

【5.3 航空機墜落による火災の熱影響評価】
・航空機墜落による火災の熱影響評価の方針及び
評価式について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
2. 許容温度の設定根拠

【2. 許容温度の設定根拠】
・飛来物防護板等から影響を受ける外部火災防護
対象施設の許容温度と根拠を示す。

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.3 航空機墜落による火災の熱影響評価

【5.3 航空機墜落による火災の熱影響評価】
・航空機墜落による火災の熱影響評価の方針及び
評価式について記載する。

－

－ － －－ －

－

冷却水設備（安全冷却水系）
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃ガス
処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガス処
理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換
気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設
備）
主排気筒
主排気筒管理建屋

○ －
第２非常用　ディーゼル発電機
安全蒸気系
前処理建屋の非常用電源系統及び計装設備

－

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

－

○
使用済燃料輸送容器管理建屋（使用済燃料収納使
用済燃料輸送容器保管庫）

－ －

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

○ 冷却水設備（安全冷却水系）

○ 竜巻防護対策設備 竜巻防護対策設備

－ －

－ －

－ －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第８条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

17／24

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

45

航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯蔵施設等の火災の重畳として
は，航空機が敷地内の危険物貯蔵施設等に直撃し，危険物及び航空機燃料
による重畳火災が発生することを想定する。上記の危険物及び航空機燃料
による重畳火災を想定した場合の外部火災防護対象施設等が受ける輻射強
度は，建屋等の直近における航空機墜落による火災を想定した場合の輻射
強度よりも小さいことから，航空機墜落による火災に対する設計方針に基
づくことで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

定義 基本方針
基本方針
設計方針

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(4) 航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯蔵
施設等の火災及び爆発の重畳に対する設計方針

【2.1.3(4) 航空機墜落による火災と敷地内の危
険物貯蔵施設等の火災及び重畳に対する設計方
針】
○評価方法
・航空機墜落火災と危険物貯蔵施設等の火災の重
畳が，航空機墜落火災の評価に包絡される旨を記
載する。

－ － ○ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(4) 航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯蔵
施設等の火災及び爆発の重畳に対する設計方針

【2.1.3(4) 航空機墜落による火災と敷地内の危
険物貯蔵施設等の火災及び重畳に対する設計方
針】
○評価方法
・航空機墜落火災と危険物貯蔵施設等の火災の重
畳が，航空機墜落火災の評価に包絡される旨を記
載する。

基本方針
（外部火災防護対象施設を収納する建屋，使用済
燃料収納キャスクを収納する建屋及び屋外の外部
火災防護対象施設）

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(4) 航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯蔵
施設等の火災及び爆発の重畳に対する設計方針

【2.1.3(4) 航空機墜落による火災と敷地内の危
険物貯蔵施設等の火災及び重畳に対する設計方
針】
○外部火災防護対象施設の設計方針
・航空機墜落による火災と危険物貯蔵施設等の爆
発の重畳が，航空機による敷地内の爆発源への直
撃を想定することを記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯蔵施設
等の爆発の重畳に対する設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯蔵施設
等の爆発の重畳に対する設計方針を示す。

基本方針
（外部火災防護対象施設を収納する建屋）

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(4) 航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯蔵
施設等の火災及び爆発の重畳に対する設計方針

【2.1.3(4) 航空機墜落による火災と敷地内の危
険物貯蔵施設等の火災及び重畳に対する設計方
針】
〇外部火災防護対象施設の設計方針
・航空機墜落火災と敷地内の危険物貯蔵施設等の
爆発の重畳に対する外部火災防護対象施設等の設
計方針を記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯蔵施設
等の爆発の重畳に対する設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯蔵施設
等の爆発の重畳に対する設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.2 許容応力
4.1.2 外部火災の影響を考慮する施設
(1) 外部火災防護対象施設を収納する建屋

【4.1.2(1)外部火災防護対象施設を収納する建
屋】
・建屋の許容応力を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.4 航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯蔵
施設等の爆発の重畳の影響評価

【5.4 航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯
蔵施設等の爆発の重畳の影響評価】
・離隔距離を確保できない航空機墜落による火災
と敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発の重畳の影響
評価の方針及び評価式について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
3. 許容応力の設定根拠
3.1 外部火災の影響を考慮する施設

【3.1 外部火災の影響を考慮する施設】
・建屋の許容応力と根拠を示す。

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(5) 再処理施設の危険物貯蔵施設等への影響に対
する設計方針

【2.1.3(5) 再処理施設の危険物貯蔵施設等への
影響に対する設計方針】
・再処理施設の危険物貯蔵施設等は，火災及び爆
発に対して離隔距離の確保により貯蔵物の温度を
許容温度以下とすることで，自身の火災及び爆発
を防止する設計であることを記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
再処理施設の危険物貯蔵施設に対する設計方針を
示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
再処理施設の危険物貯蔵施設に対する設計方針を
示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.1 許容温度
4.1.3 再処理施設の危険物貯蔵施設等

【4.1.3 再処理施設の危険物貯蔵施設等】
・再処理施設の危険物貯蔵施設等の許容応力を示
す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.1 許容温度
4.1.3 再処理施設の危険物貯蔵施設等

【4.1.3 再処理施設の危険物貯蔵施設等】
・再処理施設の危険物貯蔵施設等の許容応力を示
す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.5 再処理施設の危険物貯蔵施設等の火災の発生
防止の影響評価

【5.5 再処理施設の危険物貯蔵施設等の火災の発
生防止の影響評価】
・再処理施設の危険物貯蔵施設等への影響評価の
方針及び評価式について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.5 再処理施設の危険物貯蔵施設等の火災の発生
防止の影響評価

【5.5 再処理施設の危険物貯蔵施設等の火災の発
生防止の影響評価】
・再処理施設の危険物貯蔵施設等への影響評価の
方針及び評価式について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
2. 許容温度の設定根拠

【2.許容温度の設定根拠】
・再処理施設の危険物貯蔵施設等の許容温度と根
拠を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
2. 許容温度の設定根拠

【2.許容温度の設定根拠】
・再処理施設の危険物貯蔵施設等の許容温度と根
拠を示す。

基本方針

－ －

○ －
施設共通　基本設計方針
(再処理施設の危険物貯蔵施設等)

安全冷却水B冷却塔

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.4 航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯蔵
施設等の爆発の重畳の影響評価

【5.4 航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯
蔵施設等の爆発の重畳の影響評価】
・航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯蔵施
設等の爆発の重畳の影響評価の方針及び評価式に
ついて記載する。

－

－

－

基本方針
設計方針
評価方針

評価

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.4 航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯蔵
施設等の爆発の重畳の影響評価

【5.4 航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯
蔵施設等の爆発の重畳の影響評価】
・航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯蔵施
設等の爆発の重畳の影響評価の方針及び評価式に
ついて記載する。

【2.1.3(4) 航空機墜落による火災と敷地内の危
険物貯蔵施設等の火災及び重畳に対する設計方
針】
〇外部火災防護対象施設の設計方針
・航空機墜落火災と敷地内の危険物貯蔵施設等の
爆発の重畳に対する外部火災防護対象施設等の設
計方針を記載する。

評価要求

基本方針
設計方針
評価方針

評価

航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発が重畳した場合
の爆風圧に対しては，ガス爆発の爆風圧が0.01MPaとなる危険限界距離を
求め，危険限界距離を上回る離隔距離を確保することで外部火災防護対象
施設の安全機能を損なわない設計とすること及び使用済燃料収納キャスク
を収納する建屋は，使用済燃料収納キャスクに波及的破損を与えない設計
とする。

基本方針
設計方針
評価方針

評価

また，敷地内の危険物貯蔵施設等に隣接し，危険限界距離を上回る離隔距
離を確保できない外部火災防護対象施設を収納する建屋は，爆発によって
発生する爆風圧に対して，建屋外壁の発生応力を短期許容応力度以下と
し，コンクリートの構造強度を確保することで，建屋内の外部火災防護対
象施設の安全機能を損なわない設計とする。

精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(5) 再処理施設の危険物貯蔵施設等への影響に対
する設計方針

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(4) 航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯蔵
施設等の火災及び爆発の重畳に対する設計方針
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 (d) 再処理施設の危険物貯蔵施設等への火災及び爆発に対する防護対策
再処理施設の危険物貯蔵施設等への火災及び爆発に対する防護対策につい
ては，森林火災及び近隣の産業施設の火災の影響を想定し，火災源から危
険距離を上回る離隔距離を確保することで，再処理施設の危険物貯蔵施設
等の火災及び爆発を防止する設計とする。再処理施設の危険物貯蔵施設等
の貯蔵物の温度が許容温度となる離隔距離を危険距離とする。また，近隣
の産業施設の爆発の影響を想定しても，爆風圧が0.01MPaとなる危険限界
距離を算出し，危険限界距離を上回る離隔距離を確保する設計とする。上
記設計により，再処理施設の危険物貯蔵施設等が，外部火災防護対象施設
等へ影響を与えない設計とすること及び使用済燃料収納キャスクを収納す
る建屋は，使用済燃料収納キャスクに波及的破損を与えない設計とする。
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施設共通　基本設計方針
(再処理施設の危険物貯蔵施設等)

評価要求

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
計測制御設備
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃ガス
処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガス処
理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換
気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設
備）
使用済燃料輸送容器管理建屋（使用済燃料収納使
用済燃料輸送容器保管庫）
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基本方針
（外部火災防護対象施設を収納する建屋，使用済
燃料収納キャスクを収納する建屋及び屋外の外部
火災防護対象施設）

【2.1.3(4) 航空機墜落による火災と敷地内の危
険物貯蔵施設等の火災及び重畳に対する設計方
針】
○外部火災防護対象施設の設計方針
・航空機墜落による火災と危険物貯蔵施設等の爆
発の重畳が，航空機による敷地内の爆発源への直
撃を想定することを記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(4) 航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯蔵
施設等の火災及び爆発の重畳に対する設計方針

【2.1.3(5) 再処理施設の危険物貯蔵施設等への
影響に対する設計方針】
・再処理施設の危険物貯蔵施設等は，火災及び爆
発に対して離隔距離の確保により貯蔵物の温度を
許容温度以下とすることで，自身の火災及び爆発
を防止する設計であることを記載する。

○

－ －

○
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第８条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

18／24

項目
番号

基本設計方針 要求種別

45

航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯蔵施設等の火災の重畳として
は，航空機が敷地内の危険物貯蔵施設等に直撃し，危険物及び航空機燃料
による重畳火災が発生することを想定する。上記の危険物及び航空機燃料
による重畳火災を想定した場合の外部火災防護対象施設等が受ける輻射強
度は，建屋等の直近における航空機墜落による火災を想定した場合の輻射
強度よりも小さいことから，航空機墜落による火災に対する設計方針に基
づくことで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

定義

評価要求

航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発が重畳した場合
の爆風圧に対しては，ガス爆発の爆風圧が0.01MPaとなる危険限界距離を
求め，危険限界距離を上回る離隔距離を確保することで外部火災防護対象
施設の安全機能を損なわない設計とすること及び使用済燃料収納キャスク
を収納する建屋は，使用済燃料収納キャスクに波及的破損を与えない設計
とする。

また，敷地内の危険物貯蔵施設等に隣接し，危険限界距離を上回る離隔距
離を確保できない外部火災防護対象施設を収納する建屋は，爆発によって
発生する爆風圧に対して，建屋外壁の発生応力を短期許容応力度以下と
し，コンクリートの構造強度を確保することで，建屋内の外部火災防護対
象施設の安全機能を損なわない設計とする。
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 (d) 再処理施設の危険物貯蔵施設等への火災及び爆発に対する防護対策
再処理施設の危険物貯蔵施設等への火災及び爆発に対する防護対策につい
ては，森林火災及び近隣の産業施設の火災の影響を想定し，火災源から危
険距離を上回る離隔距離を確保することで，再処理施設の危険物貯蔵施設
等の火災及び爆発を防止する設計とする。再処理施設の危険物貯蔵施設等
の貯蔵物の温度が許容温度となる離隔距離を危険距離とする。また，近隣
の産業施設の爆発の影響を想定しても，爆風圧が0.01MPaとなる危険限界
距離を算出し，危険限界距離を上回る離隔距離を確保する設計とする。上
記設計により，再処理施設の危険物貯蔵施設等が，外部火災防護対象施設
等へ影響を与えない設計とすること及び使用済燃料収納キャスクを収納す
る建屋は，使用済燃料収納キャスクに波及的破損を与えない設計とする。

48 評価要求

評価要求

46

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
4. 許容温度及び許容応力
4.2 許容応力
4.1.2 外部火災の影響を考慮する施設
(1) 外部火災防護対象施設を収納する建屋

【4.1.2(1)外部火災防護対象施設を収納する建
屋】
・建屋の許容応力を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
5.4 航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯蔵
施設等の爆発の重畳の影響評価

【5.4 航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯
蔵施設等の爆発の重畳の影響評価】
・離隔距離を確保できない航空機墜落による火災
と敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発の重畳の影響
評価の方針及び評価式について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3-1 外部火災への配慮が必要な施設
の許容温度及び許容応力の設定根拠
3. 許容応力の設定根拠
3.1 外部火災の影響を考慮する施設

【3.1 外部火災の影響を考慮する施設】
・建屋の許容応力と根拠を示す。

第１Gr申請と同一

－

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
使用済燃料輸送容器管理建屋（使用済燃料収納使
用済燃料輸送容器保管庫）

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃ガス
処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガス処
理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換
気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設
備）
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
換気設備（精製建屋換気設備）

－

－

第１Gr申請と同一

－ － － －

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
精製建屋

－

第１Gr申請と同一

○

○ －

第１Gr申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第８条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

19／24

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

49

ｂ．外部火災の二次的影響に対する防護対策
 (a)　ばい煙の影響に対する防護対策
外部火災の二次的影響であるばい煙による影響については，建屋換気設備
等に適切な防護対策を講じることで，外部火災防護対象施設の安全機能を
損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(7) 外部火災による二次的影響に対する設計方針
a. ばい煙の影響に対する設計方針

【2.1.3(7)a. ばい煙の影響に対する設計方針】
○ばい煙に対する設計方針
・ばい煙に対し，外気を取り込む設備・機器にお
ける適切な防護対策により，外部火災防護対象施
設の安全機能を損なわない設計であることを記載
する。 － － ○ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(7) 外部火災による二次的影響に対する設計方針
a. ばい煙の影響に対する設計方針

【2.1.3(7)a. ばい煙の影響に対する設計方針】
○ばい煙に対する設計方針
・ばい煙に対し，外気を取り込む設備・機器にお
ける適切な防護対策により，外部火災防護対象施
設の安全機能を損なわない設計であることを記載
する。

基本方針
（外部火災防護対象施設を収納する建屋の換気設
備）

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(7) 外部火災による二次的影響に対する設計方針
a. ばい煙の影響に対する設計方針

【2.1.3(7)a. ばい煙の影響に対する設計方針】
○建屋給気設備の設計方針
・給気設備のばい煙に対する設計方針を記載す
る。
・ばい煙によるフィルタの閉塞に影響を及ぼすお
それがある場合における手順を整備し，保安規定
に定め管理することを記載する。
・設置するフィルタの詳細やフィルタで捕獲でき
ない粒径のばい煙に対する対応について記載す
る。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
ばい煙に対する設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
ばい煙に対する設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-5 二次的影響（ばい煙及び有毒ガ
ス）に対する設計
2.1 二次的影響（ばい煙）に対する設計

【2.1. 二次的影響（ばい煙）に対する設計】
・ばい煙については，外部火災防護対象施設を収
納する建屋に設置された外気を取り入れる給気系
に設置されたフィルタにより、一定以上の粒径の
ばい煙の侵入が防止され、影響がない範囲となる
ことを確認する。

－ － － － －

基本方針
（外部火災防護対象施設を収納する建屋の換気設
備）

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(7)外部火災による二次的影響に対する設計方針
a. ばい煙の影響に対する設計方針

【2.1.3(7)a. ばい煙の影響に対する設計方針】
○建屋給気設備の設計方針
・ばい煙については，外部火災防護対象施設を収
納する建屋に設置された外気を取り入れる給気系
に設置されたフィルタにより、一定以上の粒径の
ばい煙の侵入が防止され、影響がない範囲となる
ことを確認する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
ばい煙に対する設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
ばい煙に対する設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-5 二次的影響（ばい煙及び有毒ガ
ス）に対する設計
2.1 二次的影響（ばい煙）に対する設計

【2.1 二次的影響（ばい煙）に対する設計】
・ばい煙については，外部火災防護対象施設を収
納する建屋に設置された外気を取り入れる給気系
に設置されたフィルタにより、一定以上の粒径の
ばい煙の侵入が防止され、影響がない範囲となる
ことを確認する。 － － － － －

基本方針
（電気設備（ディーゼル発電機））

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(7)外部火災による二次的影響に対する設計方針
a. ばい煙の影響に対する設計方針

【2.1.3(7)a. ばい煙の影響に対する設計方針】
○非常用ディーゼル発電機の設計方針
・非常用ディーゼル発電機の設計方針を記載す
る。
・非常用発電機は，取り込んだばい煙の摩擦によ
り損傷が発生しない設計であること及び通常運転
でばい煙が発生していることを記載する。
・設置するフィルタの詳細について記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
ばい煙に対する設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
ばい煙に対する設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-5 二次的影響（ばい煙及び有毒ガ
ス）に対する設計
2.1 二次的影響（ばい煙）に対する設計

【2.1 二次的影響（ばい煙）に対する設計】
○非常用ディーゼル発電機の設計方針
・非常用ディーゼル発電機の設計方針を記載す
る。
・非常用発電機は，取り込んだばい煙の摩擦によ
り損傷が発生しない設計であること及び通常運転
でばい煙が発生していることを記載する。
・設置するフィルタの詳細について記載する。

－ － － － －

－
基本方針
（電気設備（ディーゼル発電機））

○

○ －
基本方針
（外部火災防護対象施設を収納する建屋の換気設
備）

○
基本方針
（外部火災防護対象施設を収納する建屋の換気設
備）

－

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(7)外部火災による二次的影響に対する設計方針
a. ばい煙の影響に対する設計方針

イ．換気空調系統
外部火災防護対象施設を収納する建屋の換気設備の給気系は，ばい煙の侵
入に対して，フィルタを設置することで，外部火災防護対象施設の安全機
能を損なわない設計とする。

【2.1.3(7)a. ばい煙の影響に対する設計方針】
○建屋給気設備の設計方針
・給気設備のばい煙に対する設計方針を記載す
る。
・ばい煙によるフィルタの閉塞に影響を及ぼすお
それがある場合における手順を整備し，保安規定
に定め管理することを記載する。
・設置するフィルタの詳細やフィルタで捕獲でき
ない粒径のばい煙に対する対応について記載す
る。

【2.1.3(7)a. ばい煙の影響に対する設計方針】
○建屋給気設備の設計方針
・ばい煙については，外部火災防護対象施設を収
納する建屋に設置された外気を取り入れる給気系
に設置されたフィルタにより、一定以上の粒径の
ばい煙の侵入が防止され、影響がない範囲となる
ことを確認する。

52

機能要求①
運用要求

ロ．ディーゼル発電機
外部火災防護対象施設の非常用ディーゼル発電機については，ばい煙の侵
入に対して，フィルタ又はワイヤーネットを設置することで，安全機能を
損なわない設計とする。
また，ばい煙が侵入したとしてもばい煙が流路に溜まりにくい構造とし，
ばい煙により閉塞しない設計とする。

機能要求①

中央制御室は，運転員の居住性を確保するため，制御建屋中央制御室換気
設備の外気取入口にフィルタを設置することで，安全機能を損なわない設
計とする。
制御建屋中央制御室換気設備は，外気との連絡口を遮断し，中央制御室内
の空気を再循環できる設計とする。
連絡口を遮断し再循環を行う措置並びに再循環時における中央制御室内の
酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響を考慮した措置を講ずることを保安規
定に定めて，管理する。
また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室については，運転員
への影響を防止するため，必要に応じて外気との連絡口を遮断し，制御室
内の空気を再循環できる設計とする。
連絡口を遮断し再循環の措置を講ずることを保安規定に定めて，管理す
る。

51
基本方針
設計方針

基本方針
設計方針

【2.1.3(7)a. ばい煙の影響に対する設計方針】
○非常用ディーゼル発電機の設計方針
・非常用ディーゼル発電機の設計方針を記載す
る。
・非常用発電機は，取り込んだばい煙の摩擦によ
り損傷が発生しない設計であること及び通常運転
でばい煙が発生していることを記載する。
・設置するフィルタの詳細について記載する。

制御室換気設備
使用済燃料受入れ施設及び貯蔵建屋の制御室空調

施設共通　基本設計方針
(フィルタ)

電気設備（ディーゼル発電機）

施設共通　基本設計方針
(フィルタ)

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3 外部火災から防護すべき施設の設計方針
(7) 外部火災による二次的影響に対する設計方針
a. ばい煙の影響に対する設計方針

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(7)外部火災による二次的影響に対する設計方針
a. ばい煙の影響に対する設計方針

基本方針
設計方針

50 機能要求① 換気設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系）
換気設備（前処理建屋給気系）
換気設備（分離建屋給気系）
換気設備（精製建屋給気系）
換気設備（ウラン脱硝建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給
気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋給気系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋給気系）
換気設備（第１ガラス固化建屋給気系）
制御室換気設備

施設共通　基本設計方針
(フィルタ)
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第８条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２
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項目
番号

基本設計方針 要求種別

49

ｂ．外部火災の二次的影響に対する防護対策
 (a)　ばい煙の影響に対する防護対策
外部火災の二次的影響であるばい煙による影響については，建屋換気設備
等に適切な防護対策を講じることで，外部火災防護対象施設の安全機能を
損なわない設計とする。

冒頭宣言

イ．換気空調系統
外部火災防護対象施設を収納する建屋の換気設備の給気系は，ばい煙の侵
入に対して，フィルタを設置することで，外部火災防護対象施設の安全機
能を損なわない設計とする。
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機能要求①
運用要求

ロ．ディーゼル発電機
外部火災防護対象施設の非常用ディーゼル発電機については，ばい煙の侵
入に対して，フィルタ又はワイヤーネットを設置することで，安全機能を
損なわない設計とする。
また，ばい煙が侵入したとしてもばい煙が流路に溜まりにくい構造とし，
ばい煙により閉塞しない設計とする。

機能要求①

中央制御室は，運転員の居住性を確保するため，制御建屋中央制御室換気
設備の外気取入口にフィルタを設置することで，安全機能を損なわない設
計とする。
制御建屋中央制御室換気設備は，外気との連絡口を遮断し，中央制御室内
の空気を再循環できる設計とする。
連絡口を遮断し再循環を行う措置並びに再循環時における中央制御室内の
酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響を考慮した措置を講ずることを保安規
定に定めて，管理する。
また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室については，運転員
への影響を防止するため，必要に応じて外気との連絡口を遮断し，制御室
内の空気を再循環できる設計とする。
連絡口を遮断し再循環の措置を講ずることを保安規定に定めて，管理す
る。
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50 機能要求①

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-5 二次的影響（ばい煙及び有毒ガ
ス）に対する設計
2.1 二次的影響（ばい煙）に対する設計

【2.1. 二次的影響（ばい煙）に対する設計】
・ばい煙については，外部火災防護対象施設を収
納する建屋に設置された外気を取り入れる給気系
に設置されたフィルタにより、一定以上の粒径の
ばい煙の侵入が防止され、影響がない範囲となる
ことを確認する。

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-5 二次的影響（ばい煙及び有毒ガ
ス）に対する設計
2.1 二次的影響（ばい煙）に対する設計

【2.1 二次的影響（ばい煙）に対する設計】
・ばい煙については，外部火災防護対象施設を収
納する建屋に設置された外気を取り入れる給気系
に設置されたフィルタにより、一定以上の粒径の
ばい煙の侵入が防止され、影響がない範囲となる
ことを確認する。

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-5 二次的影響（ばい煙及び有毒ガ
ス）に対する設計
2.1 二次的影響（ばい煙）に対する設計

【2.1 二次的影響（ばい煙）に対する設計】
○非常用ディーゼル発電機の設計方針
・非常用ディーゼル発電機の設計方針を記載す
る。
・非常用発電機は，取り込んだばい煙の摩擦によ
り損傷が発生しない設計であること及び通常運転
でばい煙が発生していることを記載する。
・設置するフィルタの詳細について記載する。

－

換気設備（前処理建屋給気系）
換気設備（分離建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給
気系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋給気系）
換気設備（第１ガラス固化建屋給気系）
'換気設備（精製建屋給気系）
換気設備（ウラン脱硝建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋給気系）
換気設備（第１ガラス固化建屋給気系）
制御室換気設備

施設共通　基本設計方針
(フィルタ)

－

換気設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系）

施設共通　基本設計方針
(フィルタ)

○

制御室換気設備 － － －

○

第１非常用ディーゼル発電機

施設共通　基本設計方針
(フィルタ)

第２非常用ディーゼル発電機

施設共通　基本設計方針
(フィルタ)

－

第１Gr申請と同一

－ －

○

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

－

使用済燃料受入れ施設及び貯蔵建屋の制御室空調

施設共通　基本設計方針
(フィルタ)
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第８条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

21／24

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

基本方針
（安全圧縮空気系（安全圧縮空気系））

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(7)外部火災による二次的影響に対する設計方針
a. ばい煙の影響に対する設計方針

【2.1.3(7)a. ばい煙の影響に対する設計方針】
・ばい煙については，フィルタにより、一定以上
の粒径のばい煙の侵入が防止され、影響がない範
囲となることを確認する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
ばい煙に対する設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
ばい煙に対する設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-5 二次的影響（ばい煙及び有毒ガ
ス）に対する設計
2.1 二次的影響（ばい煙）に対する設計

【2.1 二次的影響（ばい煙）に対する設計】
・ばい煙については，フィルタにより、一定以上
の粒径のばい煙の侵入が防止され、影響がない範
囲となることを確認する。 － － － － －

基本方針
（ガラス固化体貯蔵設備（ガラス固化体貯蔵設
備）)

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(7)外部火災による二次的影響に対する設計方針
a. ばい煙の影響に対する設計方針

【2.1.3(7)a. ばい煙の影響に対する設計方針】
・ガラス固化体貯蔵設備の収納管と通風管につい
ては，外気とともに自然空冷の通気流路にばい煙
が流入するが，流路の閉塞を防止する構造とし，
安全機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
ばい煙に対する設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
ばい煙に対する設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-5 二次的影響（ばい煙及び有毒ガ
ス）に対する設計
2.1 二次的影響（ばい煙）に対する設計

【2.1二次的影響（ばい煙）に対する設計】
・ガラス固化体貯蔵設備の収納管と通風管につい
ては，外気とともに自然空冷の通気流路にばい煙
が流入するが，流路の閉塞を防止する構造とし，
安全機能を損なわない設計とする。 － － － － －

施設共通　基本設計方針
（共通的な運用などの措置・換気停止を含む有毒
ガス発生時の措置）

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(7)外部火災による二次的影響に対する設計方針
b.有毒ガスの影響に対する設計方針

【2.1.3(7)b.有毒ガスの影響に対する設計方針】
・有毒ガスによる影響については，運転員の作業
環境を確保するため制御建屋の中央制御室内空気
を再循環する設計とし，居住性に影響を及ぼさな
い設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
有毒ガスに対する設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針
2.設計方針

【2.設計方針】
有毒ガスに対する設計方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-5　二次的影響（ばい煙及び有毒ガ
ス）に対する設計
2.2　二次的影響（有毒ガス）に対する設計

【2.2　二次的影響（有毒ガス）に対する設計】
・有毒ガスによる影響については，運転員の作業
環境を確保するため制御建屋の中央制御室内空気
を再循環する設計とし，居住性に影響を及ぼさな
い設計とする。 － － － － －
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c. 必要な機能を損なわないための運用上の措置
外部火災に関する設計条件等に係る新知見の収集及び防護措置との組合せ
により安全機能を損なわないための運用上の措置として，以下を保安規定
に定めて，管理する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(8)必要な機能を損なわないための運用上の措置

【2.1.3(8)必要な機能を損なわないための運用上
の措置】
・外部火災の評価の条件及び新知見について，定
期的に確認を行い，条件の変更や新知見が得られ
た場合に評価を行うことを保安規定に定めて，管
理する。

－ － ○ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(8)必要な機能を損なわないための運用上の措置

【2.1.3(8)必要な機能を損なわないための運用上
の措置】
・外部火災の評価の条件及び新知見について，定
期的に確認を行い，条件の変更や新知見が得られ
た場合に評価を行うことを保安規定に定めて，管
理する。
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・外部火災の評価の条件及び新知見について，定期的に確認を行い，評価
条件の大きな変更又は新知見が得られた場合に評価を行うこと

運用要求
施設共通　基本設計方針
(新知見の収集)

基本方針

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(8)必要な機能を損なわないための運用上の措置

【2.1.3(8)必要な機能を損なわないための運用上
の措置】
・外部火災の評価の条件及び新知見について，定
期的に確認を行い，条件の変更や新知見が得られ
た場合に評価を行うことを保安規定に定めて，管
理する。

－ － ○
施設共通　基本設計方針
(新知見の収集)

－

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(8)必要な機能を損なわないための運用上の措置

【2.1.3(8)必要な機能を損なわないための運用上
の措置】
・外部火災の評価の条件及び新知見について，定
期的に確認を行い，条件の変更や新知見が得られ
た場合に評価を行うことを保安規定に定めて，管
理する。
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・延焼防止機能を損なわないために，防火帯の維持管理を行うとともに，
防火帯内には原則として可燃物となるものは設置せず，可燃物を含む機器
等を設置する場合には，必要最小限として不燃性シートで覆う等の対策を
行うこと

運用要求
施設共通　基本設計方針
(防火帯の運用)

基本方針

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(8)必要な機能を損なわないための運用上の措置

【2.1.3(8)必要な機能を損なわないための運用上
の措置】
・防火帯を設ける設計とし、防火帯内は可燃物を
置かない設計とする。ただし、防火帯に可燃物を
設置する場合は、必要最小限とするとともに，不
燃性シートで覆う等の対策を実施することを保安
規定に定めて、管理する。

－ － ○
施設共通　基本設計方針
(防火帯の運用)

－

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(8)必要な機能を損なわないための運用上の措置

【2.1.3(8)必要な機能を損なわないための運用上
の措置】
・防火帯を設ける設計とし、防火帯内は可燃物を
置かない設計とする。ただし、防火帯に可燃物を
設置する場合は、必要最小限とするとともに，不
燃性シートで覆う等の対策を実施することを保安
規定に定めて、管理する。
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・危険物を搭載したタンクローリ火災が発生した場合の影響については，
万一の火災発生時に速やかな消火活動が可能となるよう，燃料補充時は監
視人が立会を実施すること

運用要求
施設共通　基本設計方針
(タンクローリ火災に対する措置)

基本方針

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(8)必要な機能を損なわないための運用上の措置

【2.1.3(8)必要な機能を損なわないための運用上
の措置】
燃料補充用のタンクローリ火災が発生した場合の
影響については，燃料補充時は監視人が立会を実
施することを保安規定に定めて，管理する。 － － ○

施設共通　基本設計方針
(タンクローリ火災に対する措置)

－

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(8)必要な機能を損なわないための運用上の措置

【2.1.3(8)必要な機能を損なわないための運用上
の措置】
燃料補充用のタンクローリ火災が発生した場合の
影響については，燃料補充時は監視人が立会を実
施することを保安規定に定めて，管理する。
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・耐火被覆及び遮熱板の定期的な保守管理を行うこと

運用要求
施設共通　基本設計方針
(耐火被覆の定期的な保守管理)

基本方針

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(8)必要な機能を損なわないための運用上の措置

【2.1.3(8)必要な機能を損なわないための運用上
の措置】
・耐火被覆について、耐環境性を考慮した対策を
施し、定期的な維持管理を保安規定に定めて、管
理する。 － － ○

施設共通　基本設計方針
(耐火被覆の定期的な保守管理)

－

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(8)必要な機能を損なわないための運用上の措置

【2.1.3(8)必要な機能を損なわないための運用上
の措置】
・耐火被覆について、耐環境性を考慮した対策を
施し、定期的な維持管理を保安規定に定めて、管
理する。
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・航空機墜落火災が発生した場合，再処理施設の耐火被覆及び遮熱板の点
検並びに工程停止等の措置を講ずること

運用要求
施設共通　基本設計方針
(再処理の停止)

基本方針

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(8)必要な機能を損なわないための運用上の措置

【2.1.3(8)必要な機能を損なわないための運用上
の措置】
・外部火災が発生した場合は，再処理施設の耐火
被覆の健全性確認中の工程停止等の措置を講ずる
こと

－ － ○
施設共通　基本設計方針
(再処理の停止)

－

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(8)必要な機能を損なわないための運用上の措置

【2.1.3(8)必要な機能を損なわないための運用上
の措置】
・外部火災が発生した場合は，再処理施設の耐火
被覆の健全性確認中の工程停止等の措置を講ずる
こと

基本方針
（ガラス固化体貯蔵設備（ガラス固化体貯蔵設
備）)

－○

施設共通　基本設計方針
（共通的な運用などの措置・換気停止を含む有毒
ガス発生時の措置）

－

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(7)外部火災による二次的影響に対する設計方針
a. ばい煙の影響に対する設計方針

【2.1.3(7)a. ばい煙の影響に対する設計方針】
・ばい煙については，フィルタにより、一定以上
の粒径のばい煙の侵入が防止され、影響がない範
囲となることを確認する。

安全圧縮空気系（安全圧縮空気系）

施設共通　基本設計方針
(フィルタ)

【2.1.3(7)a. ばい煙の影響に対する設計方針】
・ガラス固化体貯蔵設備の収納管と通風管につい
ては，外気とともに自然空冷の通気流路にばい煙
が流入するが，流路の閉塞を防止する構造とし，
安全機能を損なわない設計とする。

二．ガラス固化体貯蔵設備の収納管及び通風管
ガラス固化体貯蔵設備の収納管及び通風管については，外気とともに自然
空冷の通気流路にばい煙が流入するが，流路の閉塞を防止する構造とする
ことで，安全機能を損なわない設計とする。

54

ハ．安全圧縮空気系の空気圧縮機
外部火災防護対象施設の安全圧縮空気系の空気圧縮機の吸気側について
は，ばい煙の侵入に対して,フィルタを設置することで，安全機能を損な
わない設計とする。
また，ばい煙が侵入したとしてもばい煙が流路に溜まりにくい構造とし，
ばい煙により閉塞しない設計とする。

53

機能要求①

機能要求①

ガラス固化体貯蔵設備（ガラス固化体貯蔵設備）

施設共通　基本設計方針
(フィルタ)

基本方針
設計方針

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(7)外部火災による二次的影響に対する設計方針
a. ばい煙の影響に対する設計方針

基本方針
（安全圧縮空気系（安全圧縮空気系））

○

基本方針
設計方針

－

制御室換気設備
使用済燃料受入れ施設及び貯蔵建屋の制御室空調

施設共通　基本設計方針
(フィルタ)

基本方針
設計方針

機能要求①
運用要求

(b) 有毒ガスの影響に対する防護対策
有毒ガスによる影響については，運転員の作業環境を確保するため，制御
建屋中央制御室換気設備の外気との連絡口を遮断し，中央制御室内の空気
を再循環できる設計とする。
連絡口を遮断し再循環を行う措置並びに再循環時における中央制御室内の
酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響を考慮した措置を講ずることを保安規
定に定めて，管理する。
また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室については，運転員
への影響を防止するため，必要に応じて外気との連絡口を遮断し，制御室
内の空気を再循環できる設計とする。
連絡口を遮断し再循環の措置を講ずることを保安規定に定めて，管理す
る。

55

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(7)外部火災による二次的影響に対する設計方針
b.有毒ガスの影響に対する設計方針

【2.1.3(7)b.有毒ガスの影響に対する設計方針】
・有毒ガスによる影響については，運転員の作業
環境を確保するため制御建屋の中央制御室内空気
を再循環する設計とし，居住性に影響を及ぼさな
い設計とする。

○
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第８条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

22／24

項目
番号

基本設計方針 要求種別

56

c. 必要な機能を損なわないための運用上の措置
外部火災に関する設計条件等に係る新知見の収集及び防護措置との組合せ
により安全機能を損なわないための運用上の措置として，以下を保安規定
に定めて，管理する。

冒頭宣言

57

・外部火災の評価の条件及び新知見について，定期的に確認を行い，評価
条件の大きな変更又は新知見が得られた場合に評価を行うこと

運用要求

58

・延焼防止機能を損なわないために，防火帯の維持管理を行うとともに，
防火帯内には原則として可燃物となるものは設置せず，可燃物を含む機器
等を設置する場合には，必要最小限として不燃性シートで覆う等の対策を
行うこと

運用要求

59

・危険物を搭載したタンクローリ火災が発生した場合の影響については，
万一の火災発生時に速やかな消火活動が可能となるよう，燃料補充時は監
視人が立会を実施すること

運用要求

60

・耐火被覆及び遮熱板の定期的な保守管理を行うこと

運用要求

61

・航空機墜落火災が発生した場合，再処理施設の耐火被覆及び遮熱板の点
検並びに工程停止等の措置を講ずること

運用要求

二．ガラス固化体貯蔵設備の収納管及び通風管
ガラス固化体貯蔵設備の収納管及び通風管については，外気とともに自然
空冷の通気流路にばい煙が流入するが，流路の閉塞を防止する構造とする
ことで，安全機能を損なわない設計とする。

54

ハ．安全圧縮空気系の空気圧縮機
外部火災防護対象施設の安全圧縮空気系の空気圧縮機の吸気側について
は，ばい煙の侵入に対して,フィルタを設置することで，安全機能を損な
わない設計とする。
また，ばい煙が侵入したとしてもばい煙が流路に溜まりにくい構造とし，
ばい煙により閉塞しない設計とする。

53

機能要求①

機能要求①

機能要求①
運用要求

(b) 有毒ガスの影響に対する防護対策
有毒ガスによる影響については，運転員の作業環境を確保するため，制御
建屋中央制御室換気設備の外気との連絡口を遮断し，中央制御室内の空気
を再循環できる設計とする。
連絡口を遮断し再循環を行う措置並びに再循環時における中央制御室内の
酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響を考慮した措置を講ずることを保安規
定に定めて，管理する。
また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室については，運転員
への影響を防止するため，必要に応じて外気との連絡口を遮断し，制御室
内の空気を再循環できる設計とする。
連絡口を遮断し再循環の措置を講ずることを保安規定に定めて，管理す
る。

55

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-5 二次的影響（ばい煙及び有毒ガ
ス）に対する設計
2.1 二次的影響（ばい煙）に対する設計

【2.1 二次的影響（ばい煙）に対する設計】
・ばい煙については，フィルタにより、一定以上
の粒径のばい煙の侵入が防止され、影響がない範
囲となることを確認する。

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-5 二次的影響（ばい煙及び有毒ガ
ス）に対する設計
2.1 二次的影響（ばい煙）に対する設計

【2.1二次的影響（ばい煙）に対する設計】
・ガラス固化体貯蔵設備の収納管と通風管につい
ては，外気とともに自然空冷の通気流路にばい煙
が流入するが，流路の閉塞を防止する構造とし，
安全機能を損なわない設計とする。

－ －

Ⅵ-1-1-1-3-5　二次的影響（ばい煙及び有毒ガ
ス）に対する設計
2.2　二次的影響（有毒ガス）に対する設計

【2.2　二次的影響（有毒ガス）に対する設計】
・有毒ガスによる影響については，運転員の作業
環境を確保するため制御建屋の中央制御室内空気
を再循環する設計とし，居住性に影響を及ぼさな
い設計とする。

○ －

第１Gr申請と同一

－ 安全圧縮空気系（安全圧縮空気系） －

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

－ －

－ －

第１Gr申請と同一

ガラス固化体貯蔵設備（ガラス固化体貯蔵設備）

施設共通　基本設計方針
(フィルタ)

－

使用済燃料受入れ施設及び貯蔵建屋の制御室空調
施設共通　基本設計方針
(フィルタ)

制御室換気設備 － － －

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

○

○
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第８条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

23／24

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

62

・外部火災によるばい煙及び有毒ガスの発生時には，中央制御室の運転員
への影響を防止するため，制御建屋中央制御室換気設備の外気との連絡口
を遮断し，中央制御室内の空気の再循環を行い，再循環時においては，中
央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響を考慮した措置を講ずる
こと
・外部火災によるばい煙及び有毒ガスの発生時には，使用済燃料の受入れ
施設及び貯蔵施設の制御室の運転員への影響を防止するため，必要に応じ
て外気との連絡口を遮断し，制御室内の空気の再循環を行う措置を講ずる
こと

運用要求
施設共通　基本設計方針
(ばい煙および有毒ガスに対する措置)

基本方針

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(8)必要な機能を損なわないための運用上の措置

【2.1.3(8)必要な機能を損なわないための運用上
の措置】
・制御建屋や使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設の制御室については，外気遮断等の手段を保安
規定に定めて管理する。

－ － ○
施設共通　基本設計方針
(ばい煙および有毒ガスに対する措置)

－

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方
針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(8)必要な機能を損なわないための運用上の措置

【2.1.3(8)必要な機能を損なわないための運用上
の措置】
・制御建屋や使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設の制御室については，外気遮断等の手段を保安
規定に定めて管理する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第８条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

24／24

項目
番号

基本設計方針 要求種別

62

・外部火災によるばい煙及び有毒ガスの発生時には，中央制御室の運転員
への影響を防止するため，制御建屋中央制御室換気設備の外気との連絡口
を遮断し，中央制御室内の空気の再循環を行い，再循環時においては，中
央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響を考慮した措置を講ずる
こと
・外部火災によるばい煙及び有毒ガスの発生時には，使用済燃料の受入れ
施設及び貯蔵施設の制御室の運転員への影響を防止するため，必要に応じ
て外気との連絡口を遮断し，制御室内の空気の再循環を行う措置を講ずる
こと

運用要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

第１Gr申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第1章　共通項目
3　自然現象等
3.3　外部からの衝撃による損傷の防止

3.3.4　火山の影響
(1)　防護すべき施設及び設計方針
　安全機能を有する施設は，再処理施設の運用期間中において再処理
施設の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象として，事業指定(変更
許可)を受けた降下火砕物の特性を考慮し，降下火砕物の影響を受け
る場合においても，その安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針

【2.1   基本方針】
・安全機能を有する施設は，想定される火山
事象により，降下火砕物が発生した場合にお
いても，安全機能を損なわないことを目的と
し，技術基準規則に適合するように設計す
る。

― ― 〇 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針

【2.1   基本方針】
・安全機能を有する施設は，想定
される火山事象により，降下火砕
物が発生した場合においても，安
全機能を損なわないことを目的と
し，技術基準規則に適合するよう
に設計する。

  

Ⅵ-1-1-1-4-2　降下火砕物の影響を考慮する
施設の選定
1.　概要
2.　降下火砕物の影響を考慮する施設の選定
2.1　降下火砕物の影響を考慮する施設の選定
の基本方針

【2.1　降下火砕物の影響を考慮する施設の選
定の基本方針】
・降下火砕物防護対象施設を収納する建屋，
降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕
物防護対象施設，外気から取り入れた建屋内
の空気を機器内に取り込む機構を有する降下
火砕物防護対象施設，屋外の降下火砕物防護
対象施設及び間接的影響を考慮する施設を降
下火砕物の影響を考慮する施設として選定す
ることを示す。
・「2.2降下火砕物の影響を考慮する施設の選
定」に直接的影響，間接的影響を踏まえて降
下火砕物の影響を考慮する施設を選定した結
果を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-2　降下火砕物の影
響を考慮する施設の選定
1.　概要
2.　降下火砕物の影響を考慮す
る施設の選定
2.1　降下火砕物の影響を考慮す
る施設の選定の基本方針

【2.1　降下火砕物の影響を考慮
する施設の選定の基本方針】
・降下火砕物防護対象施設を収納
する建屋，降下火砕物を含む空気
の流路となる降下火砕物防護対象
施設，外気から取り入れた建屋内
の空気を機器内に取り込む機構を
有する降下火砕物防護対象施設，
屋外の降下火砕物防護対象施設及
び間接的影響を考慮する施設を降
下火砕物の影響を考慮する施設と
して選定することを示す。
・「2.2降下火砕物の影響を考慮
する施設の選定」に直接的影響，
間接的影響を踏まえて降下火砕物
の影響を考慮する施設を選定した
結果を示す。

  

Ⅵ-1-1-1-4-2　降下火砕物の影響を考慮する
施設の選定
1.　概要
2.　降下火砕物の影響を考慮する施設の選定
2.2　降下火砕物の影響を考慮する施設の選定

【2.2　降下火砕物の影響を考慮する施設の選
定】
〇降下火砕物の影響を考慮する施設
・降下火砕物防護対象施設を収納する建屋，
降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕
物防護対象施設，外気から取り入れた建屋内
の空気を機器内に取り込む機構を有する降下
火砕物防護対象施設，屋外の降下火砕物防護
対象施設及び間接的影響を考慮する施設の選
定結果を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-2　降下火砕物の影
響を考慮する施設の選定
1.　概要
2.　降下火砕物の影響を考慮す
る施設の選定
2.2　降下火砕物の影響を考慮す
る施設の選定

【2.2　降下火砕物の影響を考慮
する施設の選定】
〇降下火砕物の影響を考慮する施
設
・降下火砕物防護対象施設を収納
する建屋，降下火砕物を含む空気
の流路となる降下火砕物防護対象
施設，外気から取り入れた建屋内
の空気を機器内に取り込む機構を
有する降下火砕物防護対象施設，
屋外の降下火砕物防護対象施設及
び間接的影響を考慮する施設の選
定結果を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.1　降下火砕物防護対象施設及び設計方針

【2.1.1　降下火砕物防護対象施設及び設計方
針】
〇波及的影響
・降下火砕物防護対象施設等に波及的影響を
及ぼして安全機能を損なわせるおそれがある
施設の影響を考慮した設計とする。

― ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.1　降下火砕物防護対象施設
及び設計方針

【2.1.1　降下火砕物防護対象施
設及び設計方針】
〇波及的影響
・降下火砕物防護対象施設等に波
及的影響を及ぼして安全機能を損
なわせるおそれがある施設の影響
を考慮した設計とする。

  

Ⅵ-1-1-1-4-2　降下火砕物の影響を考慮する
施設の選定
1.　概要
2.　降下火砕物の影響を考慮する施設の選定
2.1　降下火砕物の影響を考慮する施設の選定
の基本方針

【2.1　降下火砕物の影響を考慮する施設の選
定の基本方針】
〇波及的影響を及ぼす可能性のある施設
・降下火砕物防護対象施設等に波及的影響を
及ぼす可能性のある施設を抽出し，降下火砕
物の影響を考慮する施設として選定すること
を示す。
・「2.2降下火砕物の影響を考慮する施設の選
定」に波及的影響を及ぼす可能性のある施設
を選定した結果を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-2　降下火砕物の影
響を考慮する施設の選定
1.　概要
2.　降下火砕物の影響を考慮す
る施設の選定
2.1　降下火砕物の影響を考慮す
る施設の選定の基本方針

【2.1　降下火砕物の影響を考慮
する施設の選定の基本方針】
〇波及的影響を及ぼす可能性のあ
る施設
・降下火砕物防護対象施設等に波
及的影響を及ぼす可能性のある施
設を抽出し，降下火砕物の影響を
考慮する施設として選定すること
を示す。
・「2.2降下火砕物の影響を考慮
する施設の選定」に波及的影響を
及ぼす可能性のある施設を選定し
た結果を示す。

  

Ⅵ-1-1-1-4-2　降下火砕物の影響を考慮する
施設の選定
1.　概要
2.　降下火砕物の影響を考慮する施設の選定
2.2　降下火砕物の影響を考慮する施設の選定

【2.2　降下火砕物の影響を考慮する施設の選
定】
〇降下火砕物防護対象施設等に波及的影響を
及ぼし得る施設
・降下火砕物防護対象施設等に波及的影響を
及ぼし得る施設の選定結果を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-2　降下火砕物の影
響を考慮する施設の選定
1.　概要
2.　降下火砕物の影響を考慮す
る施設の選定
2.2　降下火砕物の影響を考慮す
る施設の選定

【2.2　降下火砕物の影響を考慮
する施設の選定】
〇降下火砕物防護対象施設等に波
及的影響を及ぼし得る施設
・降下火砕物防護対象施設等に波
及的影響を及ぼし得る施設の選定
結果を示す。

4

　降下火砕物防護対象施設等以外の安全機能を有する施設について
は，降下火砕物に対して機能を維持すること若しくは降下火砕物によ
る損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上
支障のない期間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせる
ことにより，その安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.1　降下火砕物防護対象施設及び設計方針

【2.1.1　降下火砕物防護対象施設及び設計方
針】
〇降下火砕物防護対象施設等以外の安全機能
を有する施設
・降下火砕物防護対象施設等以外の安全機能
を有する施設については，降下火砕物に対し
て機能を維持すること若しくは降下火砕物に
よる損傷を考慮して代替設備により必要な機
能を確保すること，安全上支障のない期間で
の修理を行うこと又はそれらを適切に組み合
わせることにより，その安全機能を損なわな
い設計とする。

― ― 〇 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.1　降下火砕物防護対象施設
及び設計方針

【2.1.1　降下火砕物防護対象施
設及び設計方針】
〇降下火砕物防護対象施設等以外
の安全機能を有する施設
・降下火砕物防護対象施設等以外
の安全機能を有する施設について
は，降下火砕物に対して機能を維
持すること若しくは降下火砕物に
よる損傷を考慮して代替設備によ
り必要な機能を確保すること，安
全上支障のない期間での修理を行
うこと又はそれらを適切に組み合
わせることにより，その安全機能
を損なわない設計とする。

〇 基本方針 ―

―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.1　降下火砕物防護対象施設
及び設計方針

基本方針
冒頭宣言
定義

2

3

　また，降下火砕物防護対象施設等に波及的影響を及ぼして安全機能
を損なわせるおそれがある施設(以下「降下火砕物防護対象施設等に
波及的影響を及ぼし得る施設」という。)の影響を考慮した設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針

基本方針
対象選定

基本方針
対象選定

　降下火砕物から防護する施設(以下「降下火砕物防護対象施設」と
いう。)としては，安全評価上その機能を期待する建物・構築物，系
統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な機能を有する
建物・構築物，系統及び機器を対象とする。降下火砕物防護対象施設
及びそれらを収納する建屋(以下「降下火砕物防護対象施設等」とい
う。)は，降下火砕物の影響に対し，機械的強度を有すること等によ
り，降下火砕物防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成（２）添付書類　説明内容（１）

【2.1.1　降下火砕物防護対象施
設及び設計方針】
〇降下火砕物防護対象施設
・降下火砕物防護対象施設として
は，安全評価上その機能を期待す
る構築物，系統及び機器を漏れな
く抽出する観点から，安全上重要
な機能を有する構築物，系統及び
機器を対象とする。
・降下火砕物防護対象施設及びそ
れらを収納する建屋（以下「降下
火砕物防護対象施設等」とい
う。）は，降下火砕物の影響に対
し，機械的強度を有すること等に
より，降下火砕物防護対象施設の
安全機能を損なわない設計とす
る。
※「Ⅵ-1-1-1-4-2　降下火砕物の
影響を考慮する施設の選定　2.2
降下火砕物の影響を考慮する施設
の選定」に，降下火砕物の影響を
考慮する施設の選定結果を示す。

添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（１）

― ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.1　降下火砕物防護対象施設及び設計方針

【2.1.1　降下火砕物防護対象施設及び設計方
針】
〇降下火砕物防護対象施設
・降下火砕物防護対象施設としては，安全評
価上その機能を期待する構築物，系統及び機
器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要
な機能を有する構築物，系統及び機器を対象
とする。
・降下火砕物防護対象施設及びそれらを収納
する建屋（以下「降下火砕物防護対象施設
等」という。）は，降下火砕物の影響に対
し，機械的強度を有すること等により，降下
火砕物防護対象施設の安全機能を損なわない
設計とする。
※「Ⅵ-1-1-1-4-2　降下火砕物の影響を考慮
する施設の選定　2.2 降下火砕物の影響を考
慮する施設の選定」に，降下火砕物の影響を
考慮する施設の選定結果を示す。

〇 基本方針

項目
番号

基本設計方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

1

第1章　共通項目
3　自然現象等
3.3　外部からの衝撃による損傷の防止

3.3.4　火山の影響
(1)　防護すべき施設及び設計方針
　安全機能を有する施設は，再処理施設の運用期間中において再処理
施設の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象として，事業指定(変更
許可)を受けた降下火砕物の特性を考慮し，降下火砕物の影響を受け
る場合においても，その安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

4

　降下火砕物防護対象施設等以外の安全機能を有する施設について
は，降下火砕物に対して機能を維持すること若しくは降下火砕物によ
る損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上
支障のない期間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせる
ことにより，その安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

冒頭宣言
定義

2

3

　また，降下火砕物防護対象施設等に波及的影響を及ぼして安全機能
を損なわせるおそれがある施設(以下「降下火砕物防護対象施設等に
波及的影響を及ぼし得る施設」という。)の影響を考慮した設計とす
る。

冒頭宣言

　降下火砕物から防護する施設(以下「降下火砕物防護対象施設」と
いう。)としては，安全評価上その機能を期待する建物・構築物，系
統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な機能を有する
建物・構築物，系統及び機器を対象とする。降下火砕物防護対象施設
及びそれらを収納する建屋(以下「降下火砕物防護対象施設等」とい
う。)は，降下火砕物の影響に対し，機械的強度を有すること等によ
り，降下火砕物防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

要求種別
項目
番号

基本設計方針
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施
設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

214



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成（２）添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（１）
項目
番号

基本設計方針

5
　また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機
能を確保すること及び安全上支障のない期間での修理を行うことを保
安規定に定めて，管理する。

運用要求

施設共通　基本設計方針
(安全上重要な施設に含まれない安
全機能を有する施設に対する運用上
の措置)

基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.1　降下火砕物防護対象施設及び設計方針

【2.1.1　降下火砕物防護対象施設及び設計方
針】
〇降下火砕物防護対象施設等以外の安全機能
を有する施設
・また，上記の施設に対する損傷を考慮して
代替設備により必要な機能を確保すること及
び安全上支障のない期間での修理を行うこと
を保安規定に定めて，管理する。

― ― 〇

施設共通　基本設計方針
(安全上重要な施設に含まれない安
全機能を有する施設に対する運用上
の措置)

―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.1　降下火砕物防護対象施設
及び設計方針

【2.1.1　降下火砕物防護対象施
設及び設計方針】
〇降下火砕物防護対象施設等以外
の安全機能を有する施設
・また，上記の施設に対する損傷
を考慮して代替設備により必要な
機能を確保すること及び安全上支
障のない期間での修理を行うこと
を保安規定に定めて，管理する。

6

 なお，使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管され
ることを踏まえ，降下火砕物により使用済燃料収納キャスクを収納す
る建屋が使用済燃料収納キャスクに対して波及的破損を与えない設計
とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針
対象選定

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.1　降下火砕物防護対象施設及び設計方針

【2.1.1　降下火砕物防護対象施設及び設計方
針】
〇使用済燃料収納キャスクを収納する建屋
・使用済燃料収納キャスクを収納する建屋
は，使用済燃料収納キャスクが再処理施設内
に一時的に保管されることを踏まえ，降下火
砕物により使用済燃料収納キャスクに波及的
破損を与えない設計とする。

― ― ○ 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.1　降下火砕物防護対象施設
及び設計方針

【2.1.1　降下火砕物防護対象施
設及び設計方針】
〇使用済燃料収納キャスクを収納
する建屋
・使用済燃料収納キャスクを収納
する建屋は，使用済燃料収納キャ
スクが再処理施設内に一時的に保
管されることを踏まえ，降下火砕
物により使用済燃料収納キャスク
に波及的破損を与えない設計とす
る。

7
(2)　防護設計における降下火砕物の特性及び荷重の設定
　設計に用いる降下火砕物は，事業指定(変更許可)を受けた層厚

55cm，密度1.3g/cm3(湿潤状態)と設定する。
定義 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.2　設計に用いる降下火砕物特性

【2.1.2   設計に用いる降下火砕物特性】
・敷地において考慮する火山事象として，事
業指定(変更許可)を受けた層厚55cm，密度
1.3g/cm3(湿潤状態)の降下火砕物を設計条件
として設定する。

― ― 〇 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.2　設計に用いる降下火砕物
特性

【2.1.2   設計に用いる降下火砕
物特性】
・敷地において考慮する火山事象
として，事業指定(変更許可)を受
けた層厚55cm，密度1.3g/cm3(湿
潤状態)の降下火砕物を設計条件
として設定する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

要求種別
項目
番号

基本設計方針

5
　また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機
能を確保すること及び安全上支障のない期間での修理を行うことを保
安規定に定めて，管理する。

運用要求

6

 なお，使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管され
ることを踏まえ，降下火砕物により使用済燃料収納キャスクを収納す
る建屋が使用済燃料収納キャスクに対して波及的破損を与えない設計
とする。

冒頭宣言

7
(2)　防護設計における降下火砕物の特性及び荷重の設定
　設計に用いる降下火砕物は，事業指定(変更許可)を受けた層厚

55cm，密度1.3g/cm3(湿潤状態)と設定する。
定義

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施
設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成（２）添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（１）
項目
番号

基本設計方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.3　荷重の組合せ及び許容限界

【2.1.3　荷重の組合せ及び許容限界】
〇考慮する荷重について
・降下火砕物に対する防護設計を行うため
に，降下火砕物防護対象施設に作用する荷重
として，降下火砕物を湿潤状態とした場合に
おける荷重，個々の施設に常時作用する荷
重，運転時荷重及び火山と同時に発生し得る
自然現象による荷重を組み合わせた設計荷重
(火山)を設定する。

― ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.3　荷重の組合せ及び許容限
界

【2.1.3　荷重の組合せ及び許容
限界】
〇考慮する荷重について
・降下火砕物に対する防護設計を
行うために，降下火砕物防護対象
施設に作用する荷重として，降下
火砕物を湿潤状態とした場合にお
ける荷重，個々の施設に常時作用
する荷重，運転時荷重及び火山と
同時に発生し得る自然現象による
荷重を組み合わせた設計荷重(火
山)を設定する。

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.3　荷重の組合せ及び許容限界
(3)許容限界

【2.1.3(3) 許容限界】
〇許容限界の考え方
・設計荷重(火山)に対する許容限界は，安全
上適切と認められる規格，規準等で妥当性が
確認されている値を用いて，降下火砕物が堆
積する期間を考慮し設定する。
〇構造物への静的負荷の許容限界
・建屋については，建屋内の降下火砕物防護
対象施設に降下火砕物を堆積させない機能に
加え，放射性物質の閉じ込め機能及び放射線
の遮蔽機能を維持できるよう建屋を構成する
部位ごとに応じた許容限界を設定する。
・設備については，当該構造物全体の変形能
力に対して十分な余裕を有するように，設備
を構成する材料がおおむね弾性状態に留まる
ことを基本とする。

― ―

9
　火山と同時に発生し得る自然現象による荷重については，火山と同
時に発生し得る自然現象が与える影響を踏まえた検討により，風(台
風)及び積雪による荷重を考慮する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.3　荷重の組合せ及び許容限界

【2.1.3　荷重の組合せ及び許容限界】
〇火山と同時に発生し得る自然現象
・火山と同時に発生し得る自然現象による荷
重については，「Ⅵ－１－１－１　再処理施
設の自然現象等による損傷の防止に関する説
明書」の「2.2　組合せ」を踏まえ，風(台風)
及び積雪による荷重を考慮する。

― ― 〇 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.3　荷重の組合せ及び許容限
界

【2.1.3　荷重の組合せ及び許容
限界】
〇火山と同時に発生し得る自然現
象
・火山と同時に発生し得る自然現
象による荷重については，「Ⅵ－
１－１－１　再処理施設の自然現
象等による損傷の防止に関する説
明書」の「2.2　組合せ」を踏ま
え，風(台風)及び積雪による荷重
を考慮する。

8

【2.1.3(3) 許容限界】
〇許容限界の考え方
・設計荷重(火山)に対する許容限
界は，安全上適切と認められる規
格，規準等で妥当性が確認されて
いる値を用いて，降下火砕物が堆
積する期間を考慮し設定する。
〇構造物への静的負荷の許容限界
・建屋については，建屋内の降下
火砕物防護対象施設に降下火砕物
を堆積させない機能に加え，放射
性物質の閉じ込め機能及び放射線
の遮蔽機能を維持できるよう建屋
を構成する部位ごとに応じた許容
限界を設定する。
・設備については，当該構造物全
体の変形能力に対して十分な余裕
を有するように，設備を構成する
材料がおおむね弾性状態に留まる
ことを基本とする。

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.3　荷重の組合せ及び許容限
界
(3)許容限界

基本方針

―

〇

―

基本方針

　また，降下火砕物に対する防護設計を行うために，施設に作用する
荷重として，降下火砕物を湿潤状態とした場合における荷重，常時作
用する荷重，運転時荷重及び火山と同時に発生し得る自然現象による
荷重を組み合わせた設計荷重(火山)を設定する。

基本方針定義

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.3　荷重の組合せ及び許容限界
(2)荷重の組合せ

【2.1.3(2)　荷重の組合せ】
・降下火砕物の影響を考慮する施設における
荷重の組合せとしては，設計に用いる常時作
用する荷重，降下火砕物の堆積による荷重，
運転時荷重，積雪荷重及び風荷重を適切に考
慮する。
・積雪荷重及び風荷重との組合せについて
は，降下火砕物による荷重の継続時間が長
く，積雪荷重の継続時間も長いことから，3つ
の荷重が同時に発生する場合を考慮する。
・設計に用いる降下火砕物の堆積による荷
重，積雪荷重及び風荷重については，対象と
する施設の設置場所及びその他の環境条件に
よって設定する。
・常時作用する荷重，積雪荷重，風荷重及び
運転時荷重については，組み合わせることで
降下火砕物の堆積による荷重の抗力となる場
合には，保守的に組合せないことを基本とす
る。

【2.1.3(1)　荷重の種類】
〇常時作用する荷重
・常時作用する荷重としては，持
続的に生じる荷重である固定荷重
及び積載荷重を考慮する。
〇降下火砕物の堆積による荷重
・降下火砕物の堆積による荷重と
しては，湿潤状態の降下火砕物が
堆積した場合の荷重を考慮する。
ただし，この荷重は短期荷重とす
る。
〇運転時荷重
・運転時荷重としては，配管にか
かる内圧等とする。
〇積雪荷重
・積雪荷重としては，「Ⅵ－１－
１－１　再処理施設の自然現象等
による損傷の防止に関する説明
書」の「2.2　組合せ」で示す自
然現象の組合せに従って垂直積雪
量150cmを考慮する。ただし，こ
の荷重は短期荷重とする。
〇風荷重
・風荷重としては，「Ⅵ－１－１
－１　再処理施設の自然現象等に
よる損傷の防止に関する説明書」
の「2.2　組合せ」で示す自然現
象の組合せに従って基準風速
34m/sを考慮する。ただし，この
荷重は短期荷重とする。

―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.3　荷重の組合せ及び許容限
界
(2)荷重の組合せ

【2.1.3(2)　荷重の組合せ】
・降下火砕物の影響を考慮する施
設における荷重の組合せとして
は，設計に用いる常時作用する荷
重，降下火砕物の堆積による荷
重，運転時荷重，積雪荷重及び風
荷重を適切に考慮する。
・積雪荷重及び風荷重との組合せ
については，降下火砕物による荷
重の継続時間が長く，積雪荷重の
継続時間も長いことから，3つの
荷重が同時に発生する場合を考慮
する。
・設計に用いる降下火砕物の堆積
による荷重，積雪荷重及び風荷重
については，対象とする施設の設
置場所及びその他の環境条件に
よって設定する。
・常時作用する荷重，積雪荷重，
風荷重及び運転時荷重について
は，組み合わせることで降下火砕
物の堆積による荷重の抗力となる
場合には，保守的に組合せないこ
とを基本とする。

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.3　荷重の組合せ及び許容限
界
(1)荷重の種類

―

【2.1.3(1)　荷重の種類】
〇常時作用する荷重
・常時作用する荷重としては，持続的に生じ
る荷重である固定荷重及び積載荷重を考慮す
る。
〇降下火砕物の堆積による荷重
・降下火砕物の堆積による荷重としては，湿
潤状態の降下火砕物が堆積した場合の荷重を
考慮する。ただし，この荷重は短期荷重とす
る。
〇運転時荷重
・運転時荷重としては，配管にかかる内圧等
とする。
〇積雪荷重
・積雪荷重としては，「Ⅵ－１－１－１　再
処理施設の自然現象等による損傷の防止に関
する説明書」の「2.2　組合せ」で示す自然現
象の組合せに従って垂直積雪量150cmを考慮す
る。ただし，この荷重は短期荷重とする。
〇風荷重
・風荷重としては，「Ⅵ－１－１－１　再処
理施設の自然現象等による損傷の防止に関す
る説明書」の「2.2　組合せ」で示す自然現象
の組合せに従って基準風速34m/sを考慮する。
ただし，この荷重は短期荷重とする。

―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.3　荷重の組合せ及び許容限界
(1)荷重の種類
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

要求種別
項目
番号

基本設計方針

9
　火山と同時に発生し得る自然現象による荷重については，火山と同
時に発生し得る自然現象が与える影響を踏まえた検討により，風(台
風)及び積雪による荷重を考慮する。

冒頭宣言

8

　また，降下火砕物に対する防護設計を行うために，施設に作用する
荷重として，降下火砕物を湿潤状態とした場合における荷重，常時作
用する荷重，運転時荷重及び火山と同時に発生し得る自然現象による
荷重を組み合わせた設計荷重(火山)を設定する。

定義

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施
設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

第１回申請と同一

第１回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成（２）添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（１）
項目
番号

基本設計方針

11

a.　直接的影響に対する防護対策
(a) 構造物への静的負荷
　建屋内の降下火砕物防護対象施設は，設計荷重(火山)に対して構造
健全性を維持する建屋内に設置することにより，安全機能を損なわな
い設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
a. 構造物への静的負荷に対する設計方針
（a）設計方針

【2.1.4(1)a.(a)　設計方針】
〇建屋内の降下火砕物防護対象施設
・建屋内の降下火砕物防護対象施設は，設計
荷重(火山)に対して構造健全性を維持する建
屋内に設置することにより，安全機能を損な
わない設計とする。

― ― 〇 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
a. 構造物への静的負荷に対する
設計方針
（a）設計方針

【2.1.4(1)a.(a)　設計方針】
〇建屋内の降下火砕物防護対象施
設
・建屋内の降下火砕物防護対象施
設は，設計荷重(火山)に対して構
造健全性を維持する建屋内に設置
することにより，安全機能を損な
わない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
3.　施設分類

―

【2.1.4　降下火砕物の影響に対
する防護対策方針】
・「2.1.1　降下火砕物防護対象
施設及び設計方針」にて設定した
降下火砕物防護対象施設につい
て，設計荷重(火山)を踏まえた降
下火砕物防護設計を実施する。
・降下火砕物による直接的影響及
び間接的影響に対して，降下火砕
物の影響を考慮する施設は，
「2.1.2　設計に用いる降下火砕
物特性」を踏まえ，安全機能を損
なわないことを目的として，適切
な防護措置を講じる。
・降下火砕物の影響を考慮する施
設において，考慮する直接的影響
因子が異なることから，降下火砕
物の影響を考慮する施設ごとに影
響因子との組合せを行う。

【3.　施設分類】
〇影響因子ごとの施設設定
・降下火砕物により直接的影響を考慮する施
設及び間接的影響を考慮する施設を示す。
・構造物への静的負荷及び粒子の衝突を考慮
する施設
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設
・敷地周辺の大気汚染を考慮する施設
・電気系及び計測制御系の絶縁低下を考慮す
る施設
・間接的影響を考慮する施設

【2.　設計の基本方針】
・降下火砕物より防護すべき施設
がその安全機能を損なわないよ
う，降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計を行うことを示す。
・影響因子ごとに施設を分類し，
施設ごとに機能設計上の性能目標
及び構造強度設計上の性能目標
を，3.以降で示す。
・「3.　施設分類」において，施
設への影響を及ぼし得る影響因子
として，構造物への静的負荷，構
造物への粒子の衝突，閉塞，磨
耗，腐食，敷地周辺の大気汚染，
絶縁低下，間接的影響を抽出し，
それらに対して影響を考慮する施
設を抽出する。

【3.　施設分類】
〇影響因子ごとの施設設定
・降下火砕物により直接的影響を
考慮する施設及び間接的影響を考
慮する施設を示す。
・構造物への静的負荷及び粒子の
衝突を考慮する施設
・構造物，換気系，電気系，計測
制御系及び安全圧縮空気系におけ
る閉塞を考慮する施設
・構造物，換気系，電気系，計測
制御系及び安全圧縮空気系におけ
る磨耗を考慮する施設
・構造物，換気系，電気系，計測
制御系及び安全圧縮空気系におけ
る腐食を考慮する施設
・敷地周辺の大気汚染を考慮する
施設
・電気系及び計測制御系の絶縁低
下を考慮する施設
・間接的影響を考慮する施設

 

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
3.　施設分類

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針

(3)　降下火砕物に対する防護対策
　降下火砕物に対する防護設計においては，降下火砕物の特性による
直接的影響として静的負荷，粒子の衝突，閉塞，磨耗，腐食，大気汚
染及び絶縁低下並びに間接的影響として外部電源喪失及びアクセス制
限の影響を評価し，降下火砕物防護対象施設の安全機能を損なわない
設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針
設計方針

 

10 〇 

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
1.　概要
2.　設計の基本方針

【2.　設計の基本方針】
・降下火砕物より防護すべき施設がその安全
機能を損なわないよう，降下火砕物の影響を
考慮する施設の設計を行うことを示す。
・影響因子ごとに施設を分類し，施設ごとに
機能設計上の性能目標及び構造強度設計上の
性能目標を，3.以降で示す。
・「3.　施設分類」において，施設への影響
を及ぼし得る影響因子として，構造物への静
的負荷，構造物への粒子の衝突，閉塞，磨
耗，腐食，敷地周辺の大気汚染，絶縁低下，
間接的影響を抽出し，それらに対して影響を
考慮する施設を抽出する。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
1.　概要
2.　設計の基本方針

―基本方針

―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針

【2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策
方針】
・「2.1.1　降下火砕物防護対象施設及び設計
方針」にて設定した降下火砕物防護対象施設
について，設計荷重(火山)を踏まえた降下火
砕物防護設計を実施する。
・降下火砕物による直接的影響及び間接的影
響に対して，降下火砕物の影響を考慮する施
設は，「2.1.2　設計に用いる降下火砕物特
性」を踏まえ，安全機能を損なわないことを
目的として，適切な防護措置を講じる。
・降下火砕物の影響を考慮する施設におい
て，考慮する直接的影響因子が異なることか
ら，降下火砕物の影響を考慮する施設ごとに
影響因子との組合せを行う。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

要求種別
項目
番号

基本設計方針

11

a.　直接的影響に対する防護対策
(a) 構造物への静的負荷
　建屋内の降下火砕物防護対象施設は，設計荷重(火山)に対して構造
健全性を維持する建屋内に設置することにより，安全機能を損なわな
い設計とする。

冒頭宣言

(3)　降下火砕物に対する防護対策
　降下火砕物に対する防護設計においては，降下火砕物の特性による
直接的影響として静的負荷，粒子の衝突，閉塞，磨耗，腐食，大気汚
染及び絶縁低下並びに間接的影響として外部電源喪失及びアクセス制
限の影響を評価し，降下火砕物防護対象施設の安全機能を損なわない
設計とする。

冒頭宣言10

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施
設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

第１回申請と同一

第１回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成（２）添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（１）
項目
番号

基本設計方針

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.1　構造物への静的負荷を考慮する施設

【4.1　構造物への荷重を考慮する施設】
〇降下火砕物防護対象施設を収納する建屋
・構造物への荷重を考慮する施設に関して(1)
では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求さ
れる性能及び性能目標を記載する。なお、そ
れぞれの施設等の機能として必要となる事項
は、「5.1構造物への静的負荷を考慮する施
設」に記載する。

― ― ― ― ―

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
5.　機能設計
5.1　構造物への静的負荷を考慮する施設

【5.1　構造物への静的負荷を考慮する施設】
〇降下火砕物防護対象施設を収納する建屋
・4.の要求機能及び性能目標から展開する内
容を踏まえ，降下火砕物防護対象施設を収納
する建屋は，設計荷重(火山)に対し，構造強
度評価を実施し，主要構造の構造健全性を維
持することにより，建屋内の降下火砕物防護
対象施設の安全機能を損なわない設計とする
旨を示す。

― ― ― ― ―

―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
a. 構造物への静的負荷に対する
設計方針
（a）設計方針

【2.1.4(1)a.(a)　設計方針】
・降下火砕物防護対象施設を収納
する建屋で降下火砕物が堆積しや
すい構造を有する場合には，設計
荷重（火山）に対して，構造強度
評価を実施し，主要構造の構造健
全性を維持することにより，建屋
内の降下火砕物防護対象施設が安
全機能を損なわない設計とする。
※「Ⅵ-1-1-1-4－３　降下火砕物
の影響を考慮する施設の設計方
針」に基づき，降下火砕物の影響
を考慮する施設が構造強度設計上
の性能目標を達成するための構造
強度の設計方針を「Ⅵ-1-1-1-4－
４　火山への配慮が必要な施設の
強度計算の方針」に展開する。

―

　降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，降下火砕物が堆積しや
すい構造を有する場合等には設計荷重(火山)に対して，構造強度評価
を実施し，構造健全性を維持することにより，建屋内の降下火砕物防
護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

基本方針
設計方針
評価

〇 基本方針

12

基本方針
（降下火砕物防護対象施設を収納す
る建屋）

評価要求

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯
蔵建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポ
イズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
制御建屋
分析建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
a. 構造物への静的負荷に対する設計方針
（a）設計方針

【2.1.4(1)a.(a)　設計方針】
・降下火砕物防護対象施設を収納する建屋で
降下火砕物が堆積しやすい構造を有する場合
には，設計荷重（火山）に対して，構造強度
評価を実施し，主要構造の構造健全性を維持
することにより，建屋内の降下火砕物防護対
象施設が安全機能を損なわない設計とする。
※「Ⅵ-1-1-1-4－３　降下火砕物の影響を考
慮する施設の設計方針」に基づき，降下火砕
物の影響を考慮する施設が構造強度設計上の
性能目標を達成するための構造強度の設計方
針を「Ⅵ-1-1-1-4－４　火山への配慮が必要
な施設の強度計算の方針」に展開する。

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

要求種別
項目
番号

基本設計方針

　降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，降下火砕物が堆積しや
すい構造を有する場合等には設計荷重(火山)に対して，構造強度評価
を実施し，構造健全性を維持することにより，建屋内の降下火砕物防
護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

12 評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施
設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.1　構造物への静的負荷を考慮
する施設

【4.1　構造物への荷重を考慮す
る施設】
〇降下火砕物防護対象施設を収
納する建屋
・構造物への荷重を考慮する施
設に関して(1)では該当施設等を
列挙し、(2)(3)では要求される
性能及び性能目標を記載する。
なお、それぞれの施設等の機能
として必要となる事項は、「5.1
構造物への静的負荷を考慮する
施設」に記載する。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計
5.1　構造物への静的負荷を考慮
する施設

【5.1　構造物への静的負荷を考
慮する施設】
〇降下火砕物防護対象施設を収
納する建屋
・4.の要求機能及び性能目標か
ら展開する内容を踏まえ，降下
火砕物防護対象施設を収納する
建屋は，設計荷重(火山)に対
し，構造強度評価を実施し，主
要構造の構造健全性を維持する
ことにより，建屋内の降下火砕
物防護対象施設の安全機能を損
なわない設計とする旨を示す。

○ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯
蔵建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポ
イズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
制御建屋
分析建屋
主排気筒管理建屋

― ― ―

第１回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成（２）添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（１）
項目
番号

基本設計方針

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.1　構造物への静的負荷を考慮する施設

【4.1　構造物への静的負荷を考慮する施設】
〇屋外の降下火砕物防護対象施設
・構造物への荷重を考慮する施設に関して(1)
では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求さ
れる性能及び性能目標を記載する。なお、そ
れぞれの施設等の機能として必要となる事項
は、「5.1構造物への静的負荷を考慮する施
設」に記載する。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.1　構造物への静的負荷を考慮
する施設

【4.1　構造物への静的負荷を考
慮する施設】
〇屋外の降下火砕物防護対象施設
・構造物への荷重を考慮する施設
に関して(1)では該当施設等を列
挙し、(2)(3)では要求される性能
及び性能目標を記載する。なお、
それぞれの施設等の機能として必
要となる事項は、「5.1構造物へ
の静的負荷を考慮する施設」に記
載する。

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
5.　機能設計
5.1　構造物への静的負荷を考慮する施設

【5.1　構造物への静的負荷を考慮する施設】
〇屋外の降下火砕物防護対象施設
・4.の要求機能及び性能目標から展開する内
容を踏まえ，屋外の降下火砕物防護対象施設
は，設計荷重(火山)に対し，構造強度評価を
実施し，主要構造の構造健全性を維持するこ
とにより，屋外の降下火砕物防護対象施設の
安全機能を損なわない設計とする旨を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計
5.1　構造物への静的負荷を考慮
する施設

【5.1　構造物への静的負荷を考
慮する施設】
〇屋外の降下火砕物防護対象施設
・4.の要求機能及び性能目標から
展開する内容を踏まえ，屋外の降
下火砕物防護対象施設は，設計荷
重(火山)に対し，構造強度評価を
実施し，主要構造の構造健全性を
維持することにより，屋外の降下
火砕物防護対象施設の安全機能を
損なわない設計とする旨を示す。

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.1　構造物への静的負荷を考慮する施設

【4.1　構造物への荷重を考慮する施設】
〇降下火砕物防護対象施設に波及的影響を及
ぼし得る施設
・構造物への荷重を考慮する施設に関して(1)
では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求さ
れる性能及び性能目標を記載する。なお、そ
れぞれの施設等の機能として必要となる事項
は、「5.1構造物への静的負荷を考慮する施
設」に記載する。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.1　構造物への静的負荷を考慮
する施設

【4.1　構造物への荷重を考慮す
る施設】
〇降下火砕物防護対象施設に波及
的影響を及ぼし得る施設
・構造物への荷重を考慮する施設
に関して(1)では該当施設等を列
挙し、(2)(3)では要求される性能
及び性能目標を記載する。なお、
それぞれの施設等の機能として必
要となる事項は、「5.1構造物へ
の静的負荷を考慮する施設」に記
載する。

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
5.　機能設計
5.1　構造物への静的負荷を考慮する施設

【5.1構造物への静的負荷を考慮する施設】
〇降下火砕物防護対象施設に波及的影響を及
ぼし得る施設
・4.の要求機能及び性能目標から展開する内
容を踏まえ，降下火砕物防護対象施設に波及
的影響を及ぼし得る施設は，設計荷重(火山)
に対し，倒壊，転倒及び脱落を生じない設計
とすることで，降下火砕物防護対象施設等に
波及的影響を与えない機能を維持する設計と
する旨を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計
5.1　構造物への静的負荷を考慮
する施設

【5.1構造物への静的負荷を考慮
する施設】
〇降下火砕物防護対象施設に波及
的影響を及ぼし得る施設
・4.の要求機能及び性能目標から
展開する内容を踏まえ，降下火砕
物防護対象施設に波及的影響を及
ぼし得る施設は，設計荷重(火山)
に対し，倒壊，転倒及び脱落を生
じない設計とすることで，降下火
砕物防護対象施設等に波及的影響
を与えない機能を維持する設計と
する旨を示す。

〇

【2.1.4(1)a.(a)　設計方針】
・屋外の降下火砕物防護対象施設
で降下火砕物が堆積しやすい構造
を有する場合には，設計荷重(火
山)に対して，構造強度評価を実
施し，構造健全性を維持すること
により，安全機能を損なわない設
計とする。なお，屋外の降下火砕
物防護対象施設である冷却塔は，
冷却ファンを作動し上方に空気を
流すことにより冷却塔の構成品に
降下火砕物が堆積し難い構造とす
る。
※「Ⅵ-1-1-1-4－３　降下火砕物
の影響を考慮する施設の設計方
針」に基づき，降下火砕物の影響
を考慮する施設が構造強度設計上
の性能目標を達成するための構造
強度の設計方針を「Ⅵ-1-1-1-4－
４　火山への配慮が必要な施設の
強度計算の方針」に展開する。

14

13
基本方針
設計方針
評価

―

―

飛来物防護ネット(再処理設備本体
用　安全冷却水系冷却塔B)

基本方針
（降下火砕物防護対象施設）

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
安全冷却水系
主排気筒
計測制御設備

評価要求

基本方針
（波及的影響を及ぼし得る施設）

  安全冷却水系の冷却塔等の屋外の降下火砕物防護対象施設(以下
「屋外の降下火砕物防護対象施設」という。)は，降下火砕物が堆積
しやすい構造を有する場合等には設計荷重(火山)に対して，構造強度
評価を実施し，構造健全性を維持することにより，安全機能を損なわ
ない設計とする。なお，屋外の降下火砕物防護対象施設である安全冷
却水系の冷却塔は，冷却ファンを作動し上方に空気を流すことにより
降下火砕物が堆積し難い構造とする。

基本方針
設計方針
評価

―

―

【2.1.4(1)a.(a)　設計方針】
・屋外の降下火砕物防護対象施設で降下火砕
物が堆積しやすい構造を有する場合には，設
計荷重(火山)に対して，構造強度評価を実施
し，構造健全性を維持することにより，安全
機能を損なわない設計とする。なお，屋外の
降下火砕物防護対象施設である冷却塔は，冷
却ファンを作動し上方に空気を流すことによ
り冷却塔の構成品に降下火砕物が堆積し難い
構造とする。
※「Ⅵ-1-1-1-4－３　降下火砕物の影響を考
慮する施設の設計方針」に基づき，降下火砕
物の影響を考慮する施設が構造強度設計上の
性能目標を達成するための構造強度の設計方
針を「Ⅵ-1-1-1-4－４　火山への配慮が必要
な施設の強度計算の方針」に展開する。

―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
a. 構造物への静的負荷に対する設計方針
（a）設計方針

【2.1.4(1)a.(a)　設計方針】
〇降下火砕物防護対象施設に波及的影響を及
ぼし得る施設
・降下火砕物防護対象施設等に波及的影響を
及ぼし得る施設は，設計荷重(火山)に対し
て，構造強度評価を実施し，構造健全性を維
持することにより，周辺の降下火砕物防護対
象施設等に波及的影響を及ぼさない設計とす
る。
※「Ⅵ-1-1-1-4－３　降下火砕物の影響を考
慮する施設の設計方針」に基づき，降下火砕
物の影響を考慮する施設が構造強度設計上の
性能目標を達成するための構造強度の設計方
針を「Ⅵ-1-1-1-4－４　火山への配慮が必要
な施設の強度計算の方針」に展開する。

〇

安全冷却水B冷却塔

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
a. 構造物への静的負荷に対する設計方針
（a）設計方針

竜巻防護対策設備

　降下火砕物防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設は，降下
火砕物が堆積しやすい構造を有する場合等には設計荷重(火山)に対し
て，構造強度評価を実施し，構造健全性を維持することにより，周辺
の降下火砕物防護対象施設等に波及的影響を及ぼさない設計とする。

評価要求

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
a. 構造物への静的負荷に対する
設計方針
（a）設計方針

【2.1.4(1)a.(a)　設計方針】
〇降下火砕物防護対象施設に波及
的影響を及ぼし得る施設
・降下火砕物防護対象施設等に波
及的影響を及ぼし得る施設は，設
計荷重(火山)に対して，構造強度
評価を実施し，構造健全性を維持
することにより，周辺の降下火砕
物防護対象施設等に波及的影響を
及ぼさない設計とする。
※「Ⅵ-1-1-1-4－３　降下火砕物
の影響を考慮する施設の設計方
針」に基づき，降下火砕物の影響
を考慮する施設が構造強度設計上
の性能目標を達成するための構造
強度の設計方針を「Ⅵ-1-1-1-4－
４　火山への配慮が必要な施設の
強度計算の方針」に展開する。

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
a. 構造物への静的負荷に対する
設計方針
（a）設計方針

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

要求種別
項目
番号

基本設計方針

14

13 評価要求

  安全冷却水系の冷却塔等の屋外の降下火砕物防護対象施設(以下
「屋外の降下火砕物防護対象施設」という。)は，降下火砕物が堆積
しやすい構造を有する場合等には設計荷重(火山)に対して，構造強度
評価を実施し，構造健全性を維持することにより，安全機能を損なわ
ない設計とする。なお，屋外の降下火砕物防護対象施設である安全冷
却水系の冷却塔は，冷却ファンを作動し上方に空気を流すことにより
降下火砕物が堆積し難い構造とする。

　降下火砕物防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設は，降下
火砕物が堆積しやすい構造を有する場合等には設計荷重(火山)に対し
て，構造強度評価を実施し，構造健全性を維持することにより，周辺
の降下火砕物防護対象施設等に波及的影響を及ぼさない設計とする。

評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施
設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.1　構造物への静的負荷を考慮
する施設

【4.1　構造物への静的負荷を考
慮する施設】
〇屋外の降下火砕物防護対象施
設
・構造物への荷重を考慮する施
設に関して(1)では該当施設等を
列挙し、(2)(3)では要求される
性能及び性能目標を記載する。
なお、それぞれの施設等の機能
として必要となる事項は、「5.1
構造物への静的負荷を考慮する
施設」に記載する。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計
5.1　構造物への静的負荷を考慮
する施設

【5.1　構造物への静的負荷を考
慮する施設】
〇屋外の降下火砕物防護対象施
設
・4.の要求機能及び性能目標か
ら展開する内容を踏まえ，屋外
の降下火砕物防護対象施設は，
設計荷重(火山)に対し，構造強
度評価を実施し，主要構造の構
造健全性を維持することによ
り，屋外の降下火砕物防護対象
施設の安全機能を損なわない設
計とする旨を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.1　構造物への静的負荷を考慮
する施設

【4.1　構造物への荷重を考慮す
る施設】
〇降下火砕物防護対象施設に波
及的影響を及ぼし得る施設
・構造物への荷重を考慮する施
設に関して(1)では該当施設等を
列挙し、(2)(3)では要求される
性能及び性能目標を記載する。
なお、それぞれの施設等の機能
として必要となる事項は、「5.1
構造物への静的負荷を考慮する
施設」に記載する。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計
5.1　構造物への静的負荷を考慮
する施設

【5.1構造物への静的負荷を考慮
する施設】
〇降下火砕物防護対象施設に波
及的影響を及ぼし得る施設
・4.の要求機能及び性能目標か
ら展開する内容を踏まえ，降下
火砕物防護対象施設に波及的影
響を及ぼし得る施設は，設計荷
重(火山)に対し，倒壊，転倒及
び脱落を生じない設計とするこ
とで，降下火砕物防護対象施設
等に波及的影響を与えない機能
を維持する設計とする旨を示
す。

安全冷却水系
計測制御設備

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
安全冷却水系
主排気筒

― ― ―

第１回申請と同一

第１回申請と同一

〇

竜巻防護対策設備 ― ― ―○ 竜巻防護対策設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成（２）添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（１）
項目
番号

基本設計方針

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.1　構造物への静的負荷を考慮する施設

【4.1　構造物への荷重を考慮する施設】
〇使用済燃料収納キャスクを収納する建屋
・構造物への荷重を考慮する施設に関して(1)
では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求さ
れる性能及び性能目標を記載する。なお、そ
れぞれの施設等の機能として必要となる事項
は、「5.1構造物への静的負荷を考慮する施
設」に記載する。

― ― ― ― ―

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
5.　機能設計
5.1　構造物への静的負荷を考慮する施設

【5.1　構造物への静的負荷を考慮する施設】
〇使用済燃料収納キャスクを収納する建屋
・4.の要求機能及び性能目標から展開する内
容を踏まえ，使用済燃料収納キャスクを収納
する建屋は，設計荷重(火山)に対し構造強度
評価を実施し，構造健全性を維持することに
より，使用済燃料収納キャスクに波及的破損
を与えない設計とする旨を示す。

― ― ― ― ―

16
　なお，降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降
下火砕物の除去を適切に行うことから，降下火砕物による荷重を短期
に生じる荷重として設定する。

運用要求
施設共通　基本設計方針
（降下火砕物の長期的な堆積）

基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.3　荷重の組合せ及び許容限界
(1)荷重の種類

【2.1.3(1)　荷重の種類】
〇降下火砕物の堆積による荷重
・湿潤状態の降下火砕物が堆積した場合の荷
重を考慮する。ただし，この荷重は短期荷重
とする。

― ― 〇
施設共通　基本設計方針
（降下火砕物の長期的な堆積）

―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.3　荷重の組合せ及び許容限
界
(1)荷重の種類

【2.1.3(1)　荷重の種類】
〇降下火砕物の堆積による荷重
・湿潤状態の降下火砕物が堆積し
た場合の荷重を考慮する。ただ
し，この荷重は短期荷重とする。

17

 (b) 構造物への粒子の衝突
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，構造物への降下火砕物の
粒子の衝突の影響により，建屋内の降下火砕物防
護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
b.　構造物への粒子の衝突に対する設計方針

【2.1.4(1)b.　構造物への粒子の衝突に対す
る設計方針】
・降下火砕物防護対象施設を収納する建屋
は，構造物への降下火砕物の粒子の衝突の影
響により，建屋内の降下火砕物防護対象施設
の安全機能を損なわない設計とする。

― ― 〇 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
b.　構造物への粒子の衝突に対
する設計方針

【2.1.4(1)b.　構造物への粒子の
衝突に対する設計方針】
・降下火砕物防護対象施設を収納
する建屋は，構造物への降下火砕
物の粒子の衝突の影響により，建
屋内の降下火砕物防護対象施設の
安全機能を損なわない設計とす
る。

18
屋外の降下火砕物防護対象施設は，構造物への降下火砕物の粒子の衝
突の影響により，安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
b.　構造物への粒子の衝突に対する設計方針

【2.1.4(2)b.　構造物への粒子の衝突に対す
る設計方針】
・屋外の降下火砕物防護対象施設は，構造物
への降下火砕物の粒子の衝突の影響により，
安全機能を損なわない設計とする。

― ― 〇 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
b.　構造物への粒子の衝突に対
する設計方針

【2.1.4(2)b.　構造物への粒子の
衝突に対する設計方針】
・屋外の降下火砕物防護対象施設
は，構造物への降下火砕物の粒子
の衝突の影響により，安全機能を
損なわない設計とする。

19
　降下火砕物防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設は，構造
物への降下火砕物の粒子の衝突の影響により，周辺の降下火砕物防護
対象施設等に波及的影響を及ぼさない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
b.　構造物への粒子の衝突に対する設計方針

【2.1.4(1)b.　構造物への粒子の衝突に対す
る設計方針】
・降下火砕物防護対象施設等に波及的影響を
及ぼし得る施設は，構造物への降下火砕物の
粒子の衝突の影響により，周辺の降下火砕物
防護対象施設等に波及的影響を及ぼさない設
計とする。

― ― 〇 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
b.　構造物への粒子の衝突に対
する設計方針

【2.1.4(1)b.　構造物への粒子の
衝突に対する設計方針】
・降下火砕物防護対象施設等に波
及的影響を及ぼし得る施設は，構
造物への降下火砕物の粒子の衝突
の影響により，周辺の降下火砕物
防護対象施設等に波及的影響を及
ぼさない設計とする。

20
　使用済燃料収納キャスクを収納する建屋は，構造物への降下火砕物
の粒子の衝突の影響により，使用済燃料収納キャスクに波及的破損を
与えない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
b.　構造物への粒子の衝突に対する設計方針

【2.1.4(1)b.　構造物への粒子の衝突に対す
る設計方針】
・使用済燃料収納キャスクを収納する建屋
は，構造物への降下火砕物の粒子の衝突の影
響により，使用済燃料収納キャスクに波及的
破損を与えない設計とする。

― ― 〇 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
b.　構造物への粒子の衝突に対
する設計方針

【2.1.4(1)b.　構造物への粒子の
衝突に対する設計方針】
・使用済燃料収納キャスクを収納
する建屋は，構造物への降下火砕
物の粒子の衝突の影響により，使
用済燃料収納キャスクに波及的破
損を与えない設計とする。

　使用済燃料収納キャスクを収納する建屋は，降下火砕物が堆積しや
すい構造を有する場合等には設計荷重(火山)に対して，構造強度評価
を実施し，構造健全性を維持することにより，使用済燃料収納キャス
クに波及的破損を与えない設計とする。

15

― ― 〇 基本方針 ―
基本方針
（使用済燃料収納キャスクを収納す
る建屋）

評価要求

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
a. 構造物への静的負荷に対する設計方針
（a）設計方針

【2.1.4(1)a.(a)　設計方針】
〇使用済燃料収納キャスクを収納する建屋
・使用済燃料収納キャスクを収納する建屋
は，設計荷重(火山)に対して，構造強度評価
を実施し，構造健全性を維持することによ
り，使用済燃料収納キャスクに波及的破損を
与えない設計とする。
※「Ⅵ-1-1-1-4－３　降下火砕物の影響を考
慮する施設の設計方針」に基づき，降下火砕
物の影響を考慮する施設が構造強度設計上の
性能目標を達成するための構造強度の設計方
針を「Ⅵ-1-1-1-4－４　火山への配慮が必要
な施設の強度計算の方針」に展開する。

使用済燃料輸送容器管理建屋（使用
済燃料収納使用済燃料輸送容器保管
庫）

基本方針
設計方針
評価

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
a. 構造物への静的負荷に対する
設計方針
（a）設計方針

【2.1.4(1)a.(a)　設計方針】
〇使用済燃料収納キャスクを収納
する建屋
・使用済燃料収納キャスクを収納
する建屋は，設計荷重(火山)に対
して，構造強度評価を実施し，構
造健全性を維持することにより，
使用済燃料収納キャスクに波及的
破損を与えない設計とする。
※「Ⅵ-1-1-1-4－３　降下火砕物
の影響を考慮する施設の設計方
針」に基づき，降下火砕物の影響
を考慮する施設が構造強度設計上
の性能目標を達成するための構造
強度の設計方針を「Ⅵ-1-1-1-4－
４　火山への配慮が必要な施設の
強度計算の方針」に展開する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

要求種別
項目
番号

基本設計方針

16
　なお，降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降
下火砕物の除去を適切に行うことから，降下火砕物による荷重を短期
に生じる荷重として設定する。

運用要求

17

 (b) 構造物への粒子の衝突
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，構造物への降下火砕物の
粒子の衝突の影響により，建屋内の降下火砕物防
護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

18
屋外の降下火砕物防護対象施設は，構造物への降下火砕物の粒子の衝
突の影響により，安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

19
　降下火砕物防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設は，構造
物への降下火砕物の粒子の衝突の影響により，周辺の降下火砕物防護
対象施設等に波及的影響を及ぼさない設計とする。

冒頭宣言

20
　使用済燃料収納キャスクを収納する建屋は，構造物への降下火砕物
の粒子の衝突の影響により，使用済燃料収納キャスクに波及的破損を
与えない設計とする。

冒頭宣言

　使用済燃料収納キャスクを収納する建屋は，降下火砕物が堆積しや
すい構造を有する場合等には設計荷重(火山)に対して，構造強度評価
を実施し，構造健全性を維持することにより，使用済燃料収納キャス
クに波及的破損を与えない設計とする。

15 評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施
設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.1　構造物への静的負荷を考慮
する施設

【4.1　構造物への荷重を考慮す
る施設】
〇使用済燃料収納キャスクを収
納する建屋
・構造物への荷重を考慮する施
設に関して(1)では該当施設等を
列挙し、(2)(3)では要求される
性能及び性能目標を記載する。
なお、それぞれの施設等の機能
として必要となる事項は、「5.1
構造物への静的負荷を考慮する
施設」に記載する。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計
5.1　構造物への静的負荷を考慮
する施設

【5.1　構造物への静的負荷を考
慮する施設】
〇使用済燃料収納キャスクを収
納する建屋
・4.の要求機能及び性能目標か
ら展開する内容を踏まえ，使用
済燃料収納キャスクを収納する
建屋は，設計荷重(火山)に対し
構造強度評価を実施し，構造健
全性を維持することにより，使
用済燃料収納キャスクに波及的
破損を与えない設計とする旨を
示す。

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

―○
使用済燃料輸送容器管理建屋（使用
済燃料収納使用済燃料輸送容器保管
庫）

― ――

第１回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成（２）添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（１）
項目
番号

基本設計方針

21
　なお，粒子の衝突の影響は，竜巻で設定する飛来物の影響に包絡さ
れるため，「3.3.2 (3) a.　竜巻に対する影響評価及び竜巻防護対
策」に示す基本設計方針に基づく設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4降下火砕物の影響に対する防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方針
b.　構造物への粒子の衝突に対する設計方針

【2.1.4(1)b.　構造物への粒子の衝突に対す
る設計方針】
・なお，降下火砕物は微小な鉱物結晶で，砂
よりも硬度が低い特性を持つことから，降下
火砕物の粒子の衝突の影響は，「Ⅵ－１－１
－１－２－１ 竜巻への配慮に関する基本方
針」に示す竜巻で設定する飛来物の影響に包
絡される。

― ― 〇 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4降下火砕物の影響に対する
防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
b.　構造物への粒子の衝突に対
する設計方針

【2.1.4(1)b.　構造物への粒子の
衝突に対する設計方針】
・なお，降下火砕物は微小な鉱物
結晶で，砂よりも硬度が低い特性
を持つことから，降下火砕物の粒
子の衝突の影響は，「Ⅵ－１－１
－１－２－１ 竜巻への配慮に関
する基本方針」に示す竜巻で設定
する飛来物の影響に包絡される。

22

(c) 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対す
る機械的影響（閉塞）
　建屋内の降下火砕物防護対象施設及び降下火砕物を含む空気の流路
となる降下火砕物防護対象施設は，降下火砕物を含む空気による流路
の閉塞の影響に対して降下火砕物が侵入し難い設計とすることによ
り，降下火砕物防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
c.　閉塞に対する設計方針

【2.1.4(1)c.　閉塞に対する設計方針】
・建屋内の降下火砕物防護対象施設及び降下
火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防
護対象施設は，降下火砕物を含む空気による
流路の閉塞の影響に対して降下火砕物が侵入
し難い設計とすることにより，安全機能を損
なわない設計とする。

― ― 〇 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
c.　閉塞に対する設計方針

【2.1.4(1)c.　閉塞に対する設計
方針】
・建屋内の降下火砕物防護対象施
設及び降下火砕物を含む空気の流
路となる降下火砕物防護対象施設
は，降下火砕物を含む空気による
流路の閉塞の影響に対して降下火
砕物が侵入し難い設計とすること
により，安全機能を損なわない設
計とする。

基本方針
(降下火砕物防護対象施設)

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
c.　閉塞に対する設計方針

【2.1.4(1)c.　閉塞に対する設計方針】
・降下火砕物防護対象施設を収納する建屋
は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火
砕物が侵入し難い構造とする。

― ― ○
基本方針
(降下火砕物防護対象施設)

―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
c.　閉塞に対する設計方針

【2.1.4(1)c.　閉塞に対する設計
方針】
・降下火砕物防護対象施設を収納
する建屋は，外気取入口に防雪
フードを設け，降下火砕物が侵入
し難い構造とする。

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.2　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施
設

【4.2　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する
施設】
〇降下火砕物防護対象施設を収納する建屋
（外気取入口）
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設
に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)
では要求される性能及び性能目標を記載す
る。なお、それぞれの施設等の機能として必
要となる事項は、「5.2構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気系における
閉塞を考慮する施設」に記載する。

― ― ― ― ―

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
5.　機能設計
5.2　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施
設

【5.2　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する
施設】
〇降下火砕物防護対象施設を収納する建屋
（外気取入口）
・4.の要求機能及び性能目標から展開する内
容を踏まえ，降下火砕物防護対象施設を収納
する建屋は，外気取入口に防雪フードを設
け，降下火砕物が侵入し難い構造とする旨を
示す。

― ― ― ― ―

　降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，外気取入口に防雪フー
ドを設置すること等により，降下火砕物が侵入し難い構造とする。

23
基本方針
設計方針

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯
蔵建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポ
イズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
制御建屋
分析建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

設置要求
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

要求種別
項目
番号

基本設計方針

21
　なお，粒子の衝突の影響は，竜巻で設定する飛来物の影響に包絡さ
れるため，「3.3.2 (3) a.　竜巻に対する影響評価及び竜巻防護対
策」に示す基本設計方針に基づく設計とする。

冒頭宣言

22

(c) 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対す
る機械的影響（閉塞）
　建屋内の降下火砕物防護対象施設及び降下火砕物を含む空気の流路
となる降下火砕物防護対象施設は，降下火砕物を含む空気による流路
の閉塞の影響に対して降下火砕物が侵入し難い設計とすることによ
り，降下火砕物防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

　降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，外気取入口に防雪フー
ドを設置すること等により，降下火砕物が侵入し難い構造とする。

23 設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施
設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.2　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における閉塞を考慮する施設

【4.2　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における閉塞を考慮する施
設】
〇降下火砕物防護対象施設を収
納する建屋（外気取入口）
・構造物，換気系，電気系，計
測制御系及び安全圧縮空気系に
おける閉塞を考慮する施設に関
して(1)では該当施設等を列挙
し、(2)(3)では要求される性能
及び性能目標を記載する。な
お、それぞれの施設等の機能と
して必要となる事項は、「5.2構
造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系におけ
る閉塞を考慮する施設」に記載
する。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計
5.2　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における閉塞を考慮する施設

【5.2　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における閉塞を考慮する施
設】
〇降下火砕物防護対象施設を収
納する建屋（外気取入口）
・4.の要求機能及び性能目標か
ら展開する内容を踏まえ，降下
火砕物防護対象施設を収納する
建屋は，外気取入口に防雪フー
ドを設け，降下火砕物が侵入し
難い構造とする旨を示す。

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

― ―○ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯
蔵建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポ
イズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
制御建屋
分析建屋
主排気筒管理建屋

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成（２）添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（１）
項目
番号

基本設計方針

基本方針
(降下火砕物防護対象施設)

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
c.　閉塞に対する設計方針

【2.1.4(1)c.　閉塞に対する設計方針】
・降下火砕物が取り込まれたとしても，降下
火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防
護対象施設である気体廃棄物の廃棄施設の換
気設備の給気系等にフィルタを設置し，設備
内部及び建屋内部に降下火砕物が侵入し難い
設計とする。

― ― ○
基本方針
(降下火砕物防護対象施設)

-

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
c.　閉塞に対する設計方針

【2.1.4(1)c.　閉塞に対する設計
方針】
・降下火砕物が取り込まれたとし
ても，降下火砕物を含む空気の流
路となる降下火砕物防護対象施設
である気体廃棄物の廃棄施設の換
気設備の給気系等にフィルタを設
置し，設備内部及び建屋内部に降
下火砕物が侵入し難い設計とす
る。

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.2　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施
設

【4.2　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する
施設】
〇換気設備の給気系等
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設
に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)
では要求される性能及び性能目標を記載す
る。なお、それぞれの施設等の機能として必
要となる事項は、「5.2構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気系における
閉塞を考慮する施設」に記載する。

― ― ― ― ―

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
5.　機能設計
5.2　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施
設

【5.2　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する
施設】
〇換気設備の給気系等
・4.の要求機能及び性能目標から展開する内
容を踏まえ，換気設備の給気系等にフィルタ
を設置し，建屋内部に降下火砕物が侵入し難
い構造とする旨を示す。

― ― ― ― ―

基本方針
(降下火砕物防護対象施設)

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
c.　閉塞に対する設計方針

【2.1.4(1)c.　閉塞に対する設計方針】
・さらに，非常用ディーゼル発電機等の給気
系は，降下火砕物用フィルタの追加設置等の
さらなる降下火砕物対策を実施できるよう設
計する。

― ― ○
基本方針
(降下火砕物防護対象施設)

―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
c.　閉塞に対する設計方針

【2.1.4(1)c.　閉塞に対する設計
方針】
・さらに，非常用ディーゼル発電
機等の給気系は，降下火砕物用
フィルタの追加設置等のさらなる
降下火砕物対策を実施できるよう
設計する。

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.2　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施
設

【4.2　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する
施設】
〇非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気
系空気圧縮機
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設
に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)
では要求される性能及び性能目標を記載す
る。なお、それぞれの施設等の機能として必
要となる事項は、「5.2構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気系における
閉塞を考慮する施設」に記載する。

― ― ― ― ―

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
5.　機能設計
5.2　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施
設

【5.2　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する
施設】
〇非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気
系空気圧縮機
・4.の要求機能及び性能目標から展開する内
容を踏まえ，当該機器の給気系等に降下火砕
物用フィルタを追加設置できる設計とする旨
を示す。

― ― ― ― ―

  また，降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設
である気体廃棄物の廃棄施設の換気設備等の給気系等にフィルタを設
置し，設備内部及び建屋内部に降下火砕物が侵入し難い設計とする。

　さらに，非常用ディーゼル発電機の給気系等は，降下火砕物用フィ
ルタの追加設置等のさらなる降下火砕物対策を実施できるよう設計す
る。

24

電気設備（ディーゼル発電機）
安全圧縮空気系

25 設置要求

換気設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋給気系）
換気設備（前処理建屋給気系）
換気設備（分離建屋給気系）
換気設備（精製建屋給気系）
換気設備（ウラン脱硝建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合酸化物貯蔵建屋給気系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化
建屋換気給気系）
換気設備（第1ガラス固化体貯蔵建
屋給気系）
換気設備（ハル・エンドピース貯蔵
建屋給気系）
換気設備（チャンネルボックス・
バーナブルポイズン処理建屋給気
系）
換気設備（分析建屋給気系）
制御室換気設備

施設共通　基本設計方針
（フィルタ）

基本方針
設計方針

基本方針

機能要求①
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

要求種別
項目
番号

基本設計方針

  また，降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設
である気体廃棄物の廃棄施設の換気設備等の給気系等にフィルタを設
置し，設備内部及び建屋内部に降下火砕物が侵入し難い設計とする。

　さらに，非常用ディーゼル発電機の給気系等は，降下火砕物用フィ
ルタの追加設置等のさらなる降下火砕物対策を実施できるよう設計す
る。

24

25 設置要求

機能要求①

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施
設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.2　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における閉塞を考慮する施設

【4.2　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における閉塞を考慮する施
設】
〇換気設備の給気系等
・構造物，換気系，電気系，計
測制御系及び安全圧縮空気系に
おける閉塞を考慮する施設に関
して(1)では該当施設等を列挙
し、(2)(3)では要求される性能
及び性能目標を記載する。な
お、それぞれの施設等の機能と
して必要となる事項は、「5.2構
造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系におけ
る閉塞を考慮する施設」に記載
する。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計
5.2　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における閉塞を考慮する施設

【5.2　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における閉塞を考慮する施
設】
〇換気設備の給気系等
・4.の要求機能及び性能目標か
ら展開する内容を踏まえ，換気
設備の給気系等にフィルタを設
置し，建屋内部に降下火砕物が
侵入し難い構造とする旨を示
す。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.2　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における閉塞を考慮する施設

【4.2　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における閉塞を考慮する施
設】
〇非常用ディーゼル発電機及び
安全圧縮空気系空気圧縮機
・構造物，換気系，電気系，計
測制御系及び安全圧縮空気系に
おける閉塞を考慮する施設に関
して(1)では該当施設等を列挙
し、(2)(3)では要求される性能
及び性能目標を記載する。な
お、それぞれの施設等の機能と
して必要となる事項は、「5.2構
造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系におけ
る閉塞を考慮する施設」に記載
する。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計
5.2　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における閉塞を考慮する施設

【5.2　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における閉塞を考慮する施
設】
〇非常用ディーゼル発電機及び
安全圧縮空気系空気圧縮機
・4.の要求機能及び性能目標か
ら展開する内容を踏まえ，当該
機器の給気系等に降下火砕物用
フィルタを追加設置できる設計
とする旨を示す。

― ― ―

第１回申請と同一

第１回申請と同一

〇 電気設備（ディーゼル発電機）

換気設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋給気系）

施設共通　基本設計方針
（フィルタ）

換気設備（前処理建屋給気系）
換気設備（分離建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋給気系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化
建屋換気給気系）
換気設備（精製建屋給気系）
換気設備（ウラン脱硝建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合酸化物貯蔵建屋給気系）
換気設備（第1ガラス固化体貯蔵建
屋給気系）
換気設備（ハル・エンドピース貯蔵
建屋給気系）
換気設備（チャンネルボックス・
バーナブルポイズン処理建屋給気
系）
換気設備（分析建屋給気系）
制御室換気設備

施設共通　基本設計方針
（フィルタ）

―
電気設備（ディーゼル発電機）
安全圧縮空気系

― ―

○
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成（２）添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（１）
項目
番号

基本設計方針

基本方針
(降下火砕物防護対象施設)

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
c.　閉塞に対する設計方針

【2.1.4(1)c.　閉塞に対する設計方針】
・降下火砕物がフィルタに付着した場合でも
フィルタの交換又は清掃が可能な構造とする
ことで，降下火砕物により閉塞しない設計と
する。

― ― ○
基本方針
(降下火砕物防護対象施設)

―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
c.　閉塞に対する設計方針

【2.1.4(1)c.　閉塞に対する設計
方針】
・降下火砕物がフィルタに付着し
た場合でもフィルタの交換又は清
掃が可能な構造とすることで，降
下火砕物により閉塞しない設計と
する。

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.2　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施
設

【4.2　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する
施設】
〇換気設備の給気系等、非常用ディーゼル発
電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設
に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)
では要求される性能及び性能目標を記載す
る。なお、それぞれの施設等の機能として必
要となる事項は、「5.2構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気系における
閉塞を考慮する施設」に記載する。

― ― ― ― ―

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
5.　機能設計
5.2　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施
設

【5.2　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する
施設】
〇換気設備の給気系等、非常用ディーゼル発
電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機
・4.の要求機能及び性能目標から展開する内
容を踏まえ，換気設備の給気系等にフィルタ
を設置し，設備内部に降下火砕物が侵入し難
い構造とする旨を示す。

― ― ― ― ―

基本方針
(降下火砕物防護対象施設)

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
c.　閉塞に対する設計方針

【2.1.4(1)c.　閉塞に対する設計方針】
・ガラス固化体貯蔵設備の収納管，通風管等
で構成する貯蔵ピットの冷却空気流路は，貯
蔵ピットの下部に空間を設けることにより冷
却空気流路が閉塞し難い構造とする。
　また、点検用の開口部より吸引による除灰
が可能な構造とすることで、降下火砕物によ
り閉塞しない設計とする。

― ― ○
基本方針
(降下火砕物防護対象施設)

―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
c.　閉塞に対する設計方針

【2.1.4(1)c.　閉塞に対する設計
方針】
・ガラス固化体貯蔵設備の収納
管，通風管等で構成する貯蔵ピッ
トの冷却空気流路は，貯蔵ピット
の下部に空間を設けることにより
冷却空気流路が閉塞し難い構造と
する。
　また、点検用の開口部より吸引
による除灰が可能な構造とするこ
とで、降下火砕物により閉塞しな
い設計とする。

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.2　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施
設

【4.2　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する
施設】
〇ガラス固化体貯蔵設備の収納管及び通風管
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設
に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)
では要求される性能及び性能目標を記載す
る。なお、それぞれの施設等の機能として必
要となる事項は、「5.2構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気系における
閉塞を考慮する施設」に記載する。

― ― ― ― ―

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
5.　機能設計
5.2　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施
設

【5.2　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する
施設】
〇ガラス固化体貯蔵設備の収納管及び通風管
・4.の要求機能及び性能目標から展開する内
容を踏まえ，ガラス固化体貯蔵設備の冷却空
気流路は，空間を設けることにより安全機能
を損なわない設計とする旨を示す。

― ― ― ― ―

28
　屋外の降下火砕物防護対象施設である主排気筒は，降下火砕物の侵
入による閉塞の影響に対して降下火砕物が侵入し難い設計とすること
により，主排気筒の安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
c.　閉塞に対する設計方針

【2.1.4(1)c.　閉塞に対する設計方針】
・屋外の降下火砕物防護対象施設である主排
気筒は，降下火砕物の侵入による閉塞の影響
に対して降下火砕物が侵入し難い設計とする
ことにより，安全機能を損なわない設計とす
る。

― ― 〇 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
c.　閉塞に対する設計方針

【2.1.4(1)c.　閉塞に対する設計
方針】
・屋外の降下火砕物防護対象施設
である主排気筒は，降下火砕物の
侵入による閉塞の影響に対して降
下火砕物が侵入し難い設計とする
ことにより，安全機能を損なわな
い設計とする。

26 機能要求①
 降下火砕物がフィルタに付着した場合でもフィルタの交換又は清掃
が可能な構造とすることで，降下火砕物により閉塞しない設計とす
る。

27

　ガラス固化体貯蔵設備の収納管，通風管等で構成する貯蔵ピットの
冷却空気流路は，貯蔵ピットの下部に空間を設けることにより冷却空
気流路が閉塞し難い構造とする。　また，点検用の開口部より吸引に
よる除灰が可能な構造とすることで，降下火砕物により閉塞しない設
計とする。

基本方針
設計方針

基本方針
設計方針

換気設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋給気系）
換気設備（前処理建屋給気系）
換気設備（分離建屋給気系）
換気設備（精製建屋給気系）
換気設備（ウラン脱硝建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合酸化物貯蔵建屋給気系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化
建屋換気給気系）
換気設備（第1ガラス固化体貯蔵建
屋給気系）
換気設備（ハル・エンドピース貯蔵
建屋給気系）
換気設備（チャンネルボックス・
バーナブルポイズン処理建屋給気
系）
換気設備（分析建屋給気系）
制御室換気設備

施設共通　基本設計方針
（フィルタ）

ガラス固化体貯蔵設備

設置要求
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

要求種別
項目
番号

基本設計方針

28
　屋外の降下火砕物防護対象施設である主排気筒は，降下火砕物の侵
入による閉塞の影響に対して降下火砕物が侵入し難い設計とすること
により，主排気筒の安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

26 機能要求①
 降下火砕物がフィルタに付着した場合でもフィルタの交換又は清掃
が可能な構造とすることで，降下火砕物により閉塞しない設計とす
る。

27

　ガラス固化体貯蔵設備の収納管，通風管等で構成する貯蔵ピットの
冷却空気流路は，貯蔵ピットの下部に空間を設けることにより冷却空
気流路が閉塞し難い構造とする。　また，点検用の開口部より吸引に
よる除灰が可能な構造とすることで，降下火砕物により閉塞しない設
計とする。

設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施
設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.2　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における閉塞を考慮する施設

【4.2　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における閉塞を考慮する施
設】
〇換気設備の給気系等、非常用
ディーゼル発電機及び安全圧縮
空気系空気圧縮機
・構造物，換気系，電気系，計
測制御系及び安全圧縮空気系に
おける閉塞を考慮する施設に関
して(1)では該当施設等を列挙
し、(2)(3)では要求される性能
及び性能目標を記載する。な
お、それぞれの施設等の機能と
して必要となる事項は、「5.2構
造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系におけ
る閉塞を考慮する施設」に記載
する。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計
5.2　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における閉塞を考慮する施設

【5.2　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における閉塞を考慮する施
設】
〇換気設備の給気系等、非常用
ディーゼル発電機及び安全圧縮
空気系空気圧縮機
・4.の要求機能及び性能目標か
ら展開する内容を踏まえ，換気
設備の給気系等にフィルタを設
置し，設備内部に降下火砕物が
侵入し難い構造とする旨を示
す。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.2　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における閉塞を考慮する施設

【4.2　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における閉塞を考慮する施
設】
〇ガラス固化体貯蔵設備の収納
管及び通風管
・構造物，換気系，電気系，計
測制御系及び安全圧縮空気系に
おける閉塞を考慮する施設に関
して(1)では該当施設等を列挙
し、(2)(3)では要求される性能
及び性能目標を記載する。な
お、それぞれの施設等の機能と
して必要となる事項は、「5.2構
造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系におけ
る閉塞を考慮する施設」に記載
する。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計
5.2　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における閉塞を考慮する施設

【5.2　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における閉塞を考慮する施
設】
〇ガラス固化体貯蔵設備の収納
管及び通風管
・4.の要求機能及び性能目標か
ら展開する内容を踏まえ，ガラ
ス固化体貯蔵設備の冷却空気流
路は，空間を設けることにより
安全機能を損なわない設計とす
る旨を示す。

第１回申請と同一

―

換気設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋給気系）

施設共通　基本設計方針
（フィルタ）

〇

第１回申請と同一

〇 ― ガラス固化体貯蔵設備 ― ― ―

―

第１回申請と同一

換気設備（前処理建屋給気系）
換気設備（分離建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋給気系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化
建屋換気給気系）
換気設備（精製建屋給気系）
換気設備（ウラン脱硝建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合酸化物貯蔵建屋給気系）
換気設備（第1ガラス固化体貯蔵建
屋給気系）
換気設備（ハル・エンドピース貯蔵
建屋給気系）
換気設備（チャンネルボックス・
バーナブルポイズン処理建屋給気
系）
換気設備（分析建屋給気系）
制御室換気設備

施設共通　基本設計方針
（フィルタ）

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成（２）添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（１）
項目
番号

基本設計方針

基本方針
(降下火砕物防護対象施設)

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
c.　閉塞に対する設計方針

【2.1.4(1)c.　閉塞に対する設計方針】
・主排気筒は，排気の吹き上げにより降下火
砕物が侵入し難い構造とする。また，降下火
砕物が主排気筒内に侵入した場合でも，異物
の除去が可能な構造とすること及び異物の溜
まる空間を設けることにより閉塞し難い構造
とする。

― ― ○ 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
c.　閉塞に対する設計方針

【2.1.4(1)c.　閉塞に対する設計
方針】
・主排気筒は，排気の吹き上げに
より降下火砕物が侵入し難い構造
とする。また，降下火砕物が主排
気筒内に侵入した場合でも，異物
の除去が可能な構造とすること及
び異物の溜まる空間を設けること
により閉塞し難い構造とする。

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.2　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施
設

【4.2　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する
施設】
〇主排気筒
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設
に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)
では要求される性能及び性能目標を記載す
る。なお、それぞれの施設等の機能として必
要となる事項は、「5.2構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気系における
閉塞を考慮する施設」に記載する。

― ― ― ― ―

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
5.　機能設計
5.2　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施
設

【5.2　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する
施設】
〇主排気筒
・4.の要求機能及び性能目標から展開する内
容を踏まえ，主排気筒は，吹き上げ及び異物
除去により設備内部に降下火砕物が侵入し難
い構造とする旨を示す。

― ― ― ― ―

30

(d) 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対す
る機械的影響(磨耗)
　建屋内の降下火砕物防護対象施設，降下火砕物を含む空気の流路と
なる降下火砕物防護対象施設及び屋外に設置される降下火砕物防護対
象施設は，降下火砕物による磨耗の影響に対して降下火砕物が侵入し
難い設計及び磨耗し難い設計とすることにより，安全機能を損なわな
い設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
d.　磨耗に対する設計方針

【2.1.4(1)d.　磨耗に対する設計方針】
・建屋内の降下火砕物防護対象施設，降下火
砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護
対象施設及び屋外に設置される降下火砕物防
護対象施設は，降下火砕物による磨耗の影響
に対して侵入し難い設計とすることにより，
安全機能を損なわない設計とする。

― ― ○ 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
d.　磨耗に対する設計方針

【2.1.4(1)d.　磨耗に対する設計
方針】
・建屋内の降下火砕物防護対象施
設，降下火砕物を含む空気の流路
となる降下火砕物防護対象施設及
び屋外に設置される降下火砕物防
護対象施設は，降下火砕物による
磨耗の影響に対して侵入し難い設
計とすることにより，安全機能を
損なわない設計とする。

基本方針
(降下火砕物防護対象施設)

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
d.　磨耗に対する設計方針

【2.1.4(1)d.　磨耗に対する設計方針】
・降下火砕物防護対象施設を収納する建屋
は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火
砕物が侵入し難い構造とする。

― ― ○ 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
d.　磨耗に対する設計方針

【2.1.4(1)d.　磨耗に対する設計
方針】
・降下火砕物防護対象施設を収納
する建屋は，外気取入口に防雪
フードを設け，降下火砕物が侵入
し難い構造とする。

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.3　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施
設

【4.3　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する
施設】
〇降下火砕物防護対象施設を収納する建屋
（外気取入口）
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設
に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)
では要求される性能及び性能目標を記載す
る。なお、それぞれの施設等の機能として必
要となる事項は、「5.3構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気系系におけ
る磨耗を考慮する施設」に記載する。

― ― ― ― ―

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
5.　機能設計
5.3　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施
設

【5.3　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する
施設】
〇降下火砕物防護対象施設を収納する建屋
（外気取入口）
・4.の要求機能及び性能目標から展開する内
容を踏まえ，降下火砕物防護対象施設を収納
する建屋は，外気取入口に防雪フードを設
け，降下火砕物が侵入し難い構造とする旨を
示す。

― ― ― ― ―

31

設置要求

　降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，外気取入口に防雪フー
ドを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。

29

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯
蔵建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポ
イズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
制御建屋
分析建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

基本方針
設計方針

設置要求

主排気筒

　主排気塔は，排気の吹き上げにより降下火砕物が侵入し難い構造と
する。また，降下火砕物が主排気筒内に侵入した場合でも，異物の除
去が可能な構造とすること及び異物の溜まる空間を設けることにより
閉塞し難い構造とする。

基本方針
設計方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

要求種別
項目
番号

基本設計方針

30

(d) 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対す
る機械的影響(磨耗)
　建屋内の降下火砕物防護対象施設，降下火砕物を含む空気の流路と
なる降下火砕物防護対象施設及び屋外に設置される降下火砕物防護対
象施設は，降下火砕物による磨耗の影響に対して降下火砕物が侵入し
難い設計及び磨耗し難い設計とすることにより，安全機能を損なわな
い設計とする。

冒頭宣言

31

設置要求

　降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，外気取入口に防雪フー
ドを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。

29

設置要求

　主排気塔は，排気の吹き上げにより降下火砕物が侵入し難い構造と
する。また，降下火砕物が主排気筒内に侵入した場合でも，異物の除
去が可能な構造とすること及び異物の溜まる空間を設けることにより
閉塞し難い構造とする。

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施
設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.2　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における閉塞を考慮する施設

【4.2　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における閉塞を考慮する施
設】
〇主排気筒
・構造物，換気系，電気系，計
測制御系及び安全圧縮空気系に
おける閉塞を考慮する施設に関
して(1)では該当施設等を列挙
し、(2)(3)では要求される性能
及び性能目標を記載する。な
お、それぞれの施設等の機能と
して必要となる事項は、「5.2構
造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系におけ
る閉塞を考慮する施設」に記載
する。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計
5.2　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における閉塞を考慮する施設

【5.2　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における閉塞を考慮する施
設】
〇主排気筒
・4.の要求機能及び性能目標か
ら展開する内容を踏まえ，主排
気筒は，吹き上げ及び異物除去
により設備内部に降下火砕物が
侵入し難い構造とする旨を示
す。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.3　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における磨耗を考慮する施設

【4.3　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における磨耗を考慮する施
設】
〇降下火砕物防護対象施設を収
納する建屋（外気取入口）
・構造物，換気系，電気系，計
測制御系及び安全圧縮空気系に
おける磨耗を考慮する施設に関
して(1)では該当施設等を列挙
し、(2)(3)では要求される性能
及び性能目標を記載する。な
お、それぞれの施設等の機能と
して必要となる事項は、「5.3構
造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系系にお
ける磨耗を考慮する施設」に記
載する。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計
5.3　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における磨耗を考慮する施設

【5.3　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における磨耗を考慮する施
設】
〇降下火砕物防護対象施設を収
納する建屋（外気取入口）
・4.の要求機能及び性能目標か
ら展開する内容を踏まえ，降下
火砕物防護対象施設を収納する
建屋は，外気取入口に防雪フー
ドを設け，降下火砕物が侵入し
難い構造とする旨を示す。

○ ――

〇 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

第１回申請と同一

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯
蔵建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポ
イズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
制御建屋
分析建屋
主排気筒管理建屋

― ― ―

主排気筒 ― ―

第１回申請と同一

第１回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成（２）添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（１）
項目
番号

基本設計方針

基本方針
(降下火砕物防護対象施設)

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
d.　磨耗に対する設計方針

【2.1.4(1)d.　磨耗に対する設計方針】
・降下火砕物が取り込まれたとしても，降下
火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防
護対象施設である気体廃棄物の廃棄施設の換
気設備の給気系等にフィルタを設置し，建屋
内部に降下火砕物が侵入し難い設計とする。

― ― ○ 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
d.　磨耗に対する設計方針

【2.1.4(1)d.　磨耗に対する設計
方針】
・降下火砕物が取り込まれたとし
ても，降下火砕物を含む空気の流
路となる降下火砕物防護対象施設
である気体廃棄物の廃棄施設の換
気設備の給気系等にフィルタを設
置し，建屋内部に降下火砕物が侵
入し難い設計とする。

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.3　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施
設

【4.3　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する
施設】
〇換気設備の給気系等
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設
に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)
では要求される性能及び性能目標を記載す
る。なお、それぞれの施設等の機能として必
要となる事項は、「5.3構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気系における
磨耗を考慮する施設」に記載する。

― ― ― ― ―

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
5.　機能設計
5.3　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施
設

【5.3　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する
施設】
〇換気設備の給気系等
・4.の要求機能及び性能目標から展開する内
容を踏まえ，換気設備の給気系等にフィルタ
を設置し，建屋内部に降下火砕物が侵入し難
い構造とする旨を示す。

― ― ― ― ―

基本方針
(降下火砕物防護対象施設)

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
d.　磨耗に対する設計方針

【2.1.4(1)d.　磨耗に対する設計方針】
・さらに，非常用ディーゼル発電機等の給気
系は，降下火砕物用フィルタの追加設置等の
さらなる降下火砕物対策を実施できるよう設
計する。

― ― ○
基本方針
(降下火砕物防護対象施設)

―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
d.　磨耗に対する設計方針

【2.1.4(1)d.　磨耗に対する設計
方針】
・さらに，非常用ディーゼル発電
機等の給気系は，降下火砕物用
フィルタの追加設置等のさらなる
降下火砕物対策を実施できるよう
設計する。

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.3　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施
設

【4.3　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する
施設】
〇非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気
系空気圧縮機
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設
に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)
では要求される性能及び性能目標を記載す
る。なお、それぞれの施設等の機能として必
要となる事項は、「5.3構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気系における
磨耗を考慮する施設」に記載する。

― ― ― ― ―

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
5.　機能設計
5.3　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施
設

【5.3　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する
施設】
〇換気設備の給気系等、非常用ディーゼル発
電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機
・4.の要求機能及び性能目標から展開する内
容を踏まえ，換気設備に降下火砕物用フィル
タを追加設置できる設計とする旨を示す。

― ― ― ― ―

33
　さらに，非常用ディーゼル発電機の給気系等は，降下火砕物用フィ
ルタの追加設置等のさらなる降下火砕物対策を実施できるよう設計す
る。

32

　
　また，降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設
である気体廃棄物の廃棄施設の換気設備等の給気系等にフィルタを設
置し，設備内部及び建屋内部に降下火砕物が侵入し難い設計とする。

換気設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋給気系）
換気設備（前処理建屋給気系）
換気設備（分離建屋給気系）
換気設備（精製建屋給気系）
換気設備（ウラン脱硝建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合酸化物貯蔵建屋給気系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化
建屋換気給気系）
換気設備（第1ガラス固化体貯蔵建
屋給気系）
換気設備（ハル・エンドピース貯蔵
建屋給気系）
換気設備（チャンネルボックス・
バーナブルポイズン処理建屋給気
系）
換気設備（分析建屋給気系）
制御室換気設備

施設共通　基本設計方針
（フィルタ）

基本方針
設計方針

電気設備（ディーゼル発電機）
安全圧縮空気系

機能要求①
基本方針
設計方針

設置要求
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

要求種別
項目
番号

基本設計方針

33
　さらに，非常用ディーゼル発電機の給気系等は，降下火砕物用フィ
ルタの追加設置等のさらなる降下火砕物対策を実施できるよう設計す
る。

32

　
　また，降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設
である気体廃棄物の廃棄施設の換気設備等の給気系等にフィルタを設
置し，設備内部及び建屋内部に降下火砕物が侵入し難い設計とする。

機能要求①

設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施
設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.3　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における磨耗を考慮する施設

【4.3　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における磨耗を考慮する施
設】
〇換気設備の給気系等
・構造物，換気系，電気系，計
測制御系及び安全圧縮空気系に
おける磨耗を考慮する施設に関
して(1)では該当施設等を列挙
し、(2)(3)では要求される性能
及び性能目標を記載する。な
お、それぞれの施設等の機能と
して必要となる事項は、「5.3構
造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系におけ
る磨耗を考慮する施設」に記載
する。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計
5.3　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における磨耗を考慮する施設

【5.3　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における磨耗を考慮する施
設】
〇換気設備の給気系等
・4.の要求機能及び性能目標か
ら展開する内容を踏まえ，換気
設備の給気系等にフィルタを設
置し，建屋内部に降下火砕物が
侵入し難い構造とする旨を示
す。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.3　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における磨耗を考慮する施設

【4.3　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における磨耗を考慮する施
設】
〇非常用ディーゼル発電機及び
安全圧縮空気系空気圧縮機
・構造物，換気系，電気系，計
測制御系及び安全圧縮空気系に
おける磨耗を考慮する施設に関
して(1)では該当施設等を列挙
し、(2)(3)では要求される性能
及び性能目標を記載する。な
お、それぞれの施設等の機能と
して必要となる事項は、「5.3構
造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系におけ
る磨耗を考慮する施設」に記載
する。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計
5.3　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における磨耗を考慮する施設

【5.3　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における磨耗を考慮する施
設】
〇換気設備の給気系等、非常用
ディーゼル発電機及び安全圧縮
空気系空気圧縮機
・4.の要求機能及び性能目標か
ら展開する内容を踏まえ，換気
設備に降下火砕物用フィルタを
追加設置できる設計とする旨を
示す。

―――
電気設備（ディーゼル発電機）
安全圧縮空気系

第１回申請と同一

換気設備（前処理建屋給気系）
換気設備（分離建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋給気系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化
建屋換気給気系）
換気設備（精製建屋給気系）
換気設備（ウラン脱硝建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合酸化物貯蔵建屋給気系）
換気設備（第1ガラス固化体貯蔵建
屋給気系）
換気設備（ハル・エンドピース貯蔵
建屋給気系）
換気設備（チャンネルボックス・
バーナブルポイズン処理建屋給気
系）
換気設備（分析建屋給気系）
制御室換気設備

施設共通　基本設計方針
（フィルタ）

換気設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋給気系）

施設共通　基本設計方針
（フィルタ）

―――

〇

○

第１回申請と同一

電気設備（ディーゼル発電機）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成（２）添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（１）
項目
番号

基本設計方針

基本方針
(降下火砕物防護対象施設)

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
d.　磨耗に対する設計方針

【2.1.4(1)d.　磨耗に対する設計方針】
・降下火砕物がフィルタに付着した場合でも
フィルタの交換又は清掃が可能な構造とする
ことで，降下火砕物により磨耗しない設計と
する。

― ― ○
基本方針
(降下火砕物防護対象施設)

―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
d.　磨耗に対する設計方針

【2.1.4(1)d.　磨耗に対する設計
方針】
・降下火砕物がフィルタに付着し
た場合でもフィルタの交換又は清
掃が可能な構造とすることで，降
下火砕物により磨耗しない設計と
する。

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.3　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施
設

【4.3　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する
施設】
〇換気設備の給気系等、非常用ディーゼル発
電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設
に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)
では要求される性能及び性能目標を記載す
る。なお、それぞれの施設等の機能として必
要となる事項は、「5.3構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気系における
磨耗を考慮する施設」に記載する。

― ― ― ― ―

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
5.　機能設計
5.3　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施
設

【5.3　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する
施設】
〇換気設備の給気系等、非常用ディーゼル発
電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機
・4.の要求機能及び性能目標から展開する内
容を踏まえ，降下火砕物がフィルタに付着し
た場合でもフィルタの交換又は清掃が可能な
構造とする旨を示す。

― ― ― ― ―

基本方針
(降下火砕物防護対象施設)

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
d.　磨耗に対する設計方針

【2.1.4(1)d.　磨耗に対する設計方針】
・屋外の降下火砕物防護対象施設である安全
冷却水系の冷却塔の冷却ファンの回転軸部
は，冷却空気を上方に流し降下火砕物が侵入
し難い構造とすることで，安全機能を損なわ
ない設計とする。

― ― ○ 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
d.　磨耗に対する設計方針

【2.1.4(1)d.　磨耗に対する設計
方針】
・屋外の降下火砕物防護対象施設
である安全冷却水系の冷却塔の冷
却ファンの回転軸部は，冷却空気
を上方に流し降下火砕物が侵入し
難い構造とすることで，安全機能
を損なわない設計とする。

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.3　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施
設

【4.3構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施
設】
〇冷却塔
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設
に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)
では要求される性能及び性能目標を記載す
る。なお、それぞれの施設等の機能として必
要となる事項は、「5.3構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気系における
磨耗を考慮する施設」に記載する。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.3　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における磨耗を考慮する施設

【4.3構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系に
おける磨耗を考慮する施設】
〇冷却塔
・構造物，換気系，電気系，計測
制御系及び安全圧縮空気系におけ
る磨耗を考慮する施設に関して
(1)では該当施設等を列挙し、
(2)(3)では要求される性能及び性
能目標を記載する。なお、それぞ
れの施設等の機能として必要とな
る事項は、「5.3構造物，換気
系，電気系，計測制御系及び安全
圧縮空気系における磨耗を考慮す
る施設」に記載する。

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
5.　機能設計
5.3　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施
設

【5.3　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する
施設】
〇冷却塔
・4.の要求機能及び性能目標から展開する内
容を踏まえ，冷却塔は，空気の流れ及び構造
により設備内部に降下火砕物が侵入し難い構
造とする旨を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計
5.3　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における磨耗を考慮する施設

【5.3　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における磨耗を考慮する施設】
〇冷却塔
・4.の要求機能及び性能目標から
展開する内容を踏まえ，冷却塔
は，空気の流れ及び構造により設
備内部に降下火砕物が侵入し難い
構造とする旨を示す。

36

 なお，降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設
及び屋外の降下火砕物防護対象施設は，摺動部に降下火砕物が侵入し
たとしても，降下火砕物に対して磨耗し難い材料を使用することによ
り，安全機能を損なわない設計とする。

設置要求
基本方針
(降下火砕物防護対象施設)

基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
d.　磨耗に対する設計方針

【2.1.4(1)d.　磨耗に対する設計方針】
なお，降下火砕物を含む空気の流路となる降
下火砕物防護対象施設及び屋外の降下火砕物
防護対象施設は，摺動部に降下火砕物が侵入
したとしても，降下火砕物に対して磨耗し難
い材料を使用することにより，安全機能を損
なわない設計とする。

― ― ○ 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
d.　磨耗に対する設計方針

【2.1.4(1)d.　磨耗に対する設計
方針】
なお，降下火砕物を含む空気の流
路となる降下火砕物防護対象施設
及び屋外の降下火砕物防護対象施
設は，摺動部に降下火砕物が侵入
したとしても，降下火砕物に対し
て磨耗し難い材料を使用すること
により，安全機能を損なわない設
計とする。

35

34

　屋外の降下火砕物防護対象施設である安全冷却水系の冷却塔の冷却
ファンの回転軸部は，冷却空気を上方に流すこと等により降下火砕物
が侵入し難い構造とする。

 降下火砕物がフィルタに付着した場合でもフィルタの交換又は清掃
が可能な構造とすることで，降下火砕物により磨耗しない設計とす
る。

換気設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋給気系）
換気設備（前処理建屋給気系）
換気設備（分離建屋給気系）
換気設備（精製建屋給気系）
換気設備（ウラン脱硝建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合酸化物貯蔵建屋給気系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化
建屋換気給気系）
換気設備（第1ガラス固化体貯蔵建
屋給気系）
換気設備（ハル・エンドピース貯蔵
建屋給気系）
換気設備（チャンネルボックス・
バーナブルポイズン処理建屋給気
系）
換気設備（分析建屋給気系）
制御室換気設備

施設共通　基本設計方針
（フィルタ）

安全冷却水B冷却塔 ―○

基本方針
設計方針

基本方針機能要求①

設置要求

安全冷却水系

237



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

要求種別
項目
番号

基本設計方針

36

 なお，降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設
及び屋外の降下火砕物防護対象施設は，摺動部に降下火砕物が侵入し
たとしても，降下火砕物に対して磨耗し難い材料を使用することによ
り，安全機能を損なわない設計とする。

設置要求

35

34

　屋外の降下火砕物防護対象施設である安全冷却水系の冷却塔の冷却
ファンの回転軸部は，冷却空気を上方に流すこと等により降下火砕物
が侵入し難い構造とする。

 降下火砕物がフィルタに付着した場合でもフィルタの交換又は清掃
が可能な構造とすることで，降下火砕物により磨耗しない設計とす
る。

機能要求①

設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施
設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.3　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における磨耗を考慮する施設

【4.3　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における磨耗を考慮する施
設】
〇換気設備の給気系等、非常用
ディーゼル発電機及び安全圧縮
空気系空気圧縮機
・構造物，換気系，電気系，計
測制御系及び安全圧縮空気系に
おける磨耗を考慮する施設に関
して(1)では該当施設等を列挙
し、(2)(3)では要求される性能
及び性能目標を記載する。な
お、それぞれの施設等の機能と
して必要となる事項は、「5.3構
造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系におけ
る磨耗を考慮する施設」に記載
する。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計
5.3　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における磨耗を考慮する施設

【5.3　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における磨耗を考慮する施
設】
〇換気設備の給気系等、非常用
ディーゼル発電機及び安全圧縮
空気系空気圧縮機
・4.の要求機能及び性能目標か
ら展開する内容を踏まえ，降下
火砕物がフィルタに付着した場
合でもフィルタの交換又は清掃
が可能な構造とする旨を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.3　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における磨耗を考慮する施設

【4.3構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における磨耗を考慮する施設】
〇冷却塔
・構造物，換気系，電気系，計
測制御系及び安全圧縮空気系に
おける磨耗を考慮する施設に関
して(1)では該当施設等を列挙
し、(2)(3)では要求される性能
及び性能目標を記載する。な
お、それぞれの施設等の機能と
して必要となる事項は、「5.3構
造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系におけ
る磨耗を考慮する施設」に記載
する。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計
5.3　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における磨耗を考慮する施設

【5.3　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における磨耗を考慮する施
設】
〇冷却塔
・4.の要求機能及び性能目標か
ら展開する内容を踏まえ，冷却
塔は，空気の流れ及び構造によ
り設備内部に降下火砕物が侵入
し難い構造とする旨を示す。

換気設備（前処理建屋給気系） ― ――〇

安全冷却水系 ―安全冷却水系 ―○ ―

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

換気設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋給気系）

238



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成（２）添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（１）
項目
番号

基本設計方針

37

(e) 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対す
る化学的影響(腐食)
イ. 構造物の化学的影響(腐食)
　降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，降下火砕物に含まれる
腐食性のあるガスによる化学的影響(腐食)に対して短期での腐食が発
生しない設計とすることにより，建屋内の降下火砕物防護対象施設の
安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
e.　腐食に対する設計方針

【e.　腐食に対する設計方針】
・降下火砕物防護対象施設を収納する建屋
は，降下火砕物に含まれる腐食性のあるガス
による化学的影響(腐食)に対して短期での腐
食が発生しない設計とすることにより，降下
火砕物防護対象施設の安全機能を損なわない
設計とする。

― ― ○ 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
e.　腐食に対する設計方針

【e.　腐食に対する設計方針】
・降下火砕物防護対象施設を収納
する建屋は，降下火砕物に含まれ
る腐食性のあるガスによる化学的
影響(腐食)に対して短期での腐食
が発生しない設計とすることによ
り，降下火砕物防護対象施設の安
全機能を損なわない設計とする。

38

　屋外の降下火砕物防護対象施設は，降下火砕物に含まれる腐食性の
あるガスによる化学的影響(腐食)に対して短期での腐食が発生しない
設計とすることにより，屋外の降下火砕物防護対象施設の安全機能を
損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(2) 直接的影響に対する設計方針
e.　腐食に対する設計方針

【e.　腐食に対する設計方針】
・屋外の降下火砕物防護対象施設は，降下火
砕物に含まれる腐食性のあるガスによる化学
的影響(腐食)に対して短期での腐食が発生し
ない設計とすることにより，降下火砕物防護
対象施設の安全機能を損なわない設計とす
る。

― ― ○ 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(2) 直接的影響に対する設計方
針
e.　腐食に対する設計方針

【e.　腐食に対する設計方針】
・屋外の降下火砕物防護対象施設
は，降下火砕物に含まれる腐食性
のあるガスによる化学的影響(腐
食)に対して短期での腐食が発生
しない設計とすることにより，降
下火砕物防護対象施設の安全機能
を損なわない設計とする。

39

　降下火砕物防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設は，降下
火砕物に含まれる腐食性のあるガスによる化学的影響(腐食)に対して
短期での腐食が発生しない設計とすることにより，周辺の降下火砕物
防護対象施設等に波及的影響を及ぼさない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
e.　腐食に対する設計方針

【e.　腐食に対する設計方針】
・降下火砕物防護対象施設等に波及的影響を
及ぼし得る施設は，降下火砕物に含まれる腐
食性のあるガスによる化学的影響(腐食)に対
して短期での腐食が発生しない設計とするこ
とにより，周辺の降下火砕物防護対象施設等
に波及的影響を及ぼさない設計とする。

― ― ○ 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
e.　腐食に対する設計方針

【e.　腐食に対する設計方針】
・降下火砕物防護対象施設等に波
及的影響を及ぼし得る施設は，降
下火砕物に含まれる腐食性のある
ガスによる化学的影響(腐食)に対
して短期での腐食が発生しない設
計とすることにより，周辺の降下
火砕物防護対象施設等に波及的影
響を及ぼさない設計とする。

40

　使用済燃料収納キャスクを収納する建屋は，降下火砕物に含まれる
腐食性のあるガスによる化学的影響(腐食)に対して短期での腐食が発
生しない設計とすることにより，使用済燃料収納キャスクに波及的破
損を与えない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
e.　腐食に対する設計方針

【e.　腐食に対する設計方針】
・使用済燃料収納キャスクを収納する建屋
は，降下火砕物に含まれる腐食性のあるガス
による化学的影響(腐食)に対して短期での腐
食が発生しない設計とすることにより，使用
済燃料収納キャスクに波及的破損を与えない
設計とする。

― ― ○ 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
e.　腐食に対する設計方針

【e.　腐食に対する設計方針】
・使用済燃料収納キャスクを収納
する建屋は，降下火砕物に含まれ
る腐食性のあるガスによる化学的
影響(腐食)に対して短期での腐食
が発生しない設計とすることによ
り，使用済燃料収納キャスクに波
及的破損を与えない設計とする。

基本方針
（降下火砕物防護対象施設を収納す
る建屋）

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
e.　腐食に対する設計方針

【2.1.4(1)e.　腐食に対する設計方針】
・降下火砕物防護対象施設を収納する建屋
は，外壁塗装及び屋上防水を実施することに
より，短期での腐食が発生しない設計とする
ことで，建屋内の降下火砕物防護対象施設の
安全機能を損なわない設計とする。

― ― ○ 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
e.　腐食に対する設計方針

【2.1.4(1)e.　腐食に対する設計
方針】
・降下火砕物防護対象施設を収納
する建屋は，外壁塗装及び屋上防
水を実施することにより，短期で
の腐食が発生しない設計とするこ
とで，建屋内の降下火砕物防護対
象施設の安全機能を損なわない設
計とする。

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.4　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施
設

【4.4　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する
施設】
〇降下火砕物防護対象施設を収納する建屋
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設
に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)
では要求される性能及び性能目標を記載す
る。なお、それぞれの施設等の機能として必
要となる事項は、「5.4構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気系における
腐食を考慮する施設」に記載する。

― ― ― ― ―

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
5.　機能設計
5.4　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施
設

【5.4　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する
施設】
〇降下火砕物防護対象施設を収納する建屋(構
造物)
・4.の要求機能及び性能目標から展開する内
容を踏まえ，外壁塗装及び屋上防水を実施
し，降下火砕物による短期での腐食が発生し
ない設計とする旨を示す。

― ― ― ― ―

　降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，外壁塗装及び屋上防水
を実施することにより，短期での腐食が発生しない設計とすること
で，建屋内の降下火砕物防護対象施設の安全機能を損なわない設計と
する。

41
基本方針
設計方針
評価

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯
蔵建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポ
イズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
制御建屋
分析建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

評価要求

239



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

要求種別
項目
番号

基本設計方針

37

(e) 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対す
る化学的影響(腐食)
イ. 構造物の化学的影響(腐食)
　降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，降下火砕物に含まれる
腐食性のあるガスによる化学的影響(腐食)に対して短期での腐食が発
生しない設計とすることにより，建屋内の降下火砕物防護対象施設の
安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

38

　屋外の降下火砕物防護対象施設は，降下火砕物に含まれる腐食性の
あるガスによる化学的影響(腐食)に対して短期での腐食が発生しない
設計とすることにより，屋外の降下火砕物防護対象施設の安全機能を
損なわない設計とする。

冒頭宣言

39

　降下火砕物防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設は，降下
火砕物に含まれる腐食性のあるガスによる化学的影響(腐食)に対して
短期での腐食が発生しない設計とすることにより，周辺の降下火砕物
防護対象施設等に波及的影響を及ぼさない設計とする。

冒頭宣言

40

　使用済燃料収納キャスクを収納する建屋は，降下火砕物に含まれる
腐食性のあるガスによる化学的影響(腐食)に対して短期での腐食が発
生しない設計とすることにより，使用済燃料収納キャスクに波及的破
損を与えない設計とする。

冒頭宣言

　降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，外壁塗装及び屋上防水
を実施することにより，短期での腐食が発生しない設計とすること
で，建屋内の降下火砕物防護対象施設の安全機能を損なわない設計と
する。

41 評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施
設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.4　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における腐食を考慮する施設

【4.4　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における腐食を考慮する施
設】
〇降下火砕物防護対象施設を収
納する建屋
・構造物，換気系，電気系，計
測制御系及び安全圧縮空気系に
おける腐食を考慮する施設に関
して(1)では該当施設等を列挙
し、(2)(3)では要求される性能
及び性能目標を記載する。な
お、それぞれの施設等の機能と
して必要となる事項は、「5.4構
造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系におけ
る腐食を考慮する施設」に記載
する。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計
5.4　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における腐食を考慮する施設

【5.4　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における腐食を考慮する施
設】
〇降下火砕物防護対象施設を収
納する建屋(構造物)
・4.の要求機能及び性能目標か
ら展開する内容を踏まえ，外壁
塗装及び屋上防水を実施し，降
下火砕物による短期での腐食が
発生しない設計とする旨を示
す。

第１回申請と同一

第１回申請と同一

―

第１回申請と同一

―

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯
蔵建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポ
イズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
制御建屋
分析建屋
主排気筒管理建屋

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

第１回申請と同一

第１回申請と同一

―〇

240



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成（２）添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（１）
項目
番号

基本設計方針

基本方針
（降下火砕物防護対象施設）

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(0) 直接的影響に対する設計方針
e.　腐食に対する設計方針

【2.1.4(1)e.　腐食に対する設計方針】
・屋外の降下火砕物防護対象施設は，塗装又
は腐食し難い金属の使用により，短期での腐
食が発生しない設計とすることで，安全機能
を損なわない設計とする。

― ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(0) 直接的影響に対する設計方
針
e.　腐食に対する設計方針

【2.1.4(1)e.　腐食に対する設計
方針】
・屋外の降下火砕物防護対象施設
は，塗装又は腐食し難い金属の使
用により，短期での腐食が発生し
ない設計とすることで，安全機能
を損なわない設計とする。

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.4　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施
設

【4.4　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する
施設】
〇屋外の降下火砕物防護対象施設
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設
に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)
では要求される性能及び性能目標を記載す
る。なお、それぞれの施設等の機能として必
要となる事項は、「5.4構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気系における
腐食を考慮する施設」に記載する。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.4　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における腐食を考慮する施設

【4.4　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における腐食を考慮する施設】
〇屋外の降下火砕物防護対象施設
・構造物，換気系，電気系，計測
制御系及び安全圧縮空気系におけ
る腐食を考慮する施設に関して
(1)では該当施設等を列挙し、
(2)(3)では要求される性能及び性
能目標を記載する。なお、それぞ
れの施設等の機能として必要とな
る事項は、「5.4構造物，換気
系，電気系，計測制御系及び安全
圧縮空気系における腐食を考慮す
る施設」に記載する。

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
5.　機能設計
5.4　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施
設

【5.4　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する
施設】
〇屋外の降下火砕物防護対象施設
・4.の要求機能及び性能目標から展開する内
容を踏まえ，屋外の降下火砕物防護対象施設
は，塗装又は腐食し難い金属により，降下火
砕物による短期での腐食が発生しない設計と
する旨を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計
5.4　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における腐食を考慮する施設

【5.4　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における腐食を考慮する施設】
〇屋外の降下火砕物防護対象施設
・4.の要求機能及び性能目標から
展開する内容を踏まえ，屋外の降
下火砕物防護対象施設は，塗装又
は腐食し難い金属により，降下火
砕物による短期での腐食が発生し
ない設計とする旨を示す。

基本方針
（波及的影響を及ぼし得る施設）

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
e.　腐食に対する設計方針

【2.1.4(1)e.　腐食に対する設計方針】
・降下火砕物防護対象施設等に波及的影響を
及ぼし得る施設は，塗装又は腐食し難い金属
の使用又は外壁塗装及び屋上防水により，短
期での腐食が発生しない設計とすることで，
周辺の降下火砕物防護対象施設等に波及的影
響を及ぼさない設計とする。

― ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
e.　腐食に対する設計方針

【2.1.4(1)e.　腐食に対する設計
方針】
・降下火砕物防護対象施設等に波
及的影響を及ぼし得る施設は，塗
装又は腐食し難い金属の使用又は
外壁塗装及び屋上防水により，短
期での腐食が発生しない設計とす
ることで，周辺の降下火砕物防護
対象施設等に波及的影響を及ぼさ
ない設計とする。

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.4　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施
設

【4.4　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する
施設】
〇降下火砕物防護対象施設に波及的影響を及
ぼし得る施設
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設
に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)
では要求される性能及び性能目標を記載す
る。なお、それぞれの施設等の機能として必
要となる事項は、「5.4構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気系における
腐食を考慮する施設」に記載する。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.4　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における腐食を考慮する施設

【4.4　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における腐食を考慮する施設】
〇降下火砕物防護対象施設に波及
的影響を及ぼし得る施設
・構造物，換気系，電気系，計測
制御系及び安全圧縮空気系におけ
る腐食を考慮する施設に関して
(1)では該当施設等を列挙し、
(2)(3)では要求される性能及び性
能目標を記載する。なお、それぞ
れの施設等の機能として必要とな
る事項は、「5.4構造物，換気
系，電気系，計測制御系及び安全
圧縮空気系における腐食を考慮す
る施設」に記載する。

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
5.　機能設計
5.4　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施
設

【5.4　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する
施設】
〇降下火砕物防護対象施設に波及的影響を及
ぼし得る施設
・4.の要求機能及び性能目標から展開する内
容を踏まえ，外壁塗装及び屋上防水を実施
し，降下火砕物による短期での腐食が発生し
ない設計とする旨を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計
5.4　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における腐食を考慮する施設

【5.4　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における腐食を考慮する施設】
〇降下火砕物防護対象施設に波及
的影響を及ぼし得る施設
・4.の要求機能及び性能目標から
展開する内容を踏まえ，外壁塗装
及び屋上防水を実施し，降下火砕
物による短期での腐食が発生しな
い設計とする旨を示す。

43

42
  屋外の降下火砕物防護対象施設は，塗装若しくは腐食し難い金属の
使用又は外壁塗装及び屋上防水により，短期での腐食が発生しない設
計とすることで，安全機能を損なわない設計とする。

　降下火砕物防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設は，塗装
若しくは腐食し難い金属の使用又は外壁塗装及び屋上防水により，短
期での腐食が発生しない設計とすることで，周辺の降下火砕物防護対
象施設等に波及的影響を及ぼさない設計とする。

○
基本方針
設計方針
評価

安全冷却水B冷却塔 ―〇

竜巻防護対策設備（竜巻防護対策設
備）

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
主排気筒
安全冷却水系
計測制御設備
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル廃
液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理
設備）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化
建屋換気設備）

基本方針
設計方針
評価

評価要求

評価要求

竜巻防護対策設備

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

要求種別
項目
番号

基本設計方針

43

42
  屋外の降下火砕物防護対象施設は，塗装若しくは腐食し難い金属の
使用又は外壁塗装及び屋上防水により，短期での腐食が発生しない設
計とすることで，安全機能を損なわない設計とする。

　降下火砕物防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設は，塗装
若しくは腐食し難い金属の使用又は外壁塗装及び屋上防水により，短
期での腐食が発生しない設計とすることで，周辺の降下火砕物防護対
象施設等に波及的影響を及ぼさない設計とする。

評価要求

評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施
設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.4　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における腐食を考慮する施設

【4.4　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における腐食を考慮する施
設】
〇屋外の降下火砕物防護対象施
設
・構造物，換気系，電気系，計
測制御系及び安全圧縮空気系に
おける腐食を考慮する施設に関
して(1)では該当施設等を列挙
し、(2)(3)では要求される性能
及び性能目標を記載する。な
お、それぞれの施設等の機能と
して必要となる事項は、「5.4構
造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系におけ
る腐食を考慮する施設」に記載
する。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計
5.4　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における腐食を考慮する施設

【5.4　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における腐食を考慮する施
設】
〇屋外の降下火砕物防護対象施
設
・4.の要求機能及び性能目標か
ら展開する内容を踏まえ，屋外
の降下火砕物防護対象施設は，
塗装又は腐食し難い金属によ
り，降下火砕物による短期での
腐食が発生しない設計とする旨
を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.4　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における腐食を考慮する施設

【4.4　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における腐食を考慮する施
設】
〇降下火砕物防護対象施設に波
及的影響を及ぼし得る施設
・構造物，換気系，電気系，計
測制御系及び安全圧縮空気系に
おける腐食を考慮する施設に関
して(1)では該当施設等を列挙
し、(2)(3)では要求される性能
及び性能目標を記載する。な
お、それぞれの施設等の機能と
して必要となる事項は、「5.4構
造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系におけ
る腐食を考慮する施設」に記載
する。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計
5.4　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における腐食を考慮する施設

【5.4　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における腐食を考慮する施
設】
〇降下火砕物防護対象施設に波
及的影響を及ぼし得る施設
・4.の要求機能及び性能目標か
ら展開する内容を踏まえ，外壁
塗装及び屋上防水を実施し，降
下火砕物による短期での腐食が
発生しない設計とする旨を示
す。

第１回申請と同一

竜巻防護対策設備

〇 安全冷却水系 ―

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
主排気筒
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合酸化物貯蔵建屋換気設備）
安全冷却水系
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋換気設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル廃
液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理
設備）
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化
建屋換気設備）

― ―

― ―〇 竜巻防護対策設備

第１回申請と同一

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成（２）添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（１）
項目
番号

基本設計方針

基本方針
（使用済燃料収納キャスクを収納す
る建屋）

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
e.　腐食に対する設計方針

【2.1.4(1)e.　腐食に対する設計方針】
・使用済燃料収納キャスクを収納する建屋
は，外壁塗装及び屋上防水を実施することに
より，短期での腐食が発生しない設計とする
ことで，使用済燃料収納キャスクに波及的破
損を与えない設計とする。

― ― ○ 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
e.　腐食に対する設計方針

【2.1.4(1)e.　腐食に対する設計
方針】
・使用済燃料収納キャスクを収納
する建屋は，外壁塗装及び屋上防
水を実施することにより，短期で
の腐食が発生しない設計とするこ
とで，使用済燃料収納キャスクに
波及的破損を与えない設計とす
る。

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.4　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施
設

【4.4(1)～(3)a.　構造物の化学的影響(腐
食)】
〇使用済燃料収納キャスクを収納する建屋
・構造物，換気系，電気系及び計測制御系に
おける腐食を考慮する施設に関して(1)では該
当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性
能及び性能目標を記載する。なお、それぞれ
の施設等の機能として必要となる事項は、
「5.4構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施
設」に記載する。

― ― ― ― ―

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
5.　機能設計
5.4　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施
設

【5.4　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する
施設】
〇使用済燃料収納キャスクを収納する建屋
・4.の要求機能及び性能目標から展開する内
容を踏まえ，外壁塗装及び屋上防水を実施
し，降下火砕物による短期での腐食が発生し
ない設計とする旨を示す。

― ― ― ― ―

45

　また，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については，堆積し
た降下火砕物の除去後に点検し，必要に応じて修理を行うこと並びに
日常的な保守及び修理を行うことにより，降下火砕物防護対象施設の
安全機能を損なわない設計とする。

運用要求
施設共通　基本設計方針
（除灰後の点検及び保守等）

基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4降下火砕物の影響に対する防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方針
e.　腐食に対する設計方針

【2.1.4(1)e.　腐食に対する設計方針】
・また，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の
影響については，堆積した降下火砕物の除去
後に点検し，必要に応じて修理を行うこと並
びに日常的な保守及び修理を行うことによ
り，安全機能を損なわない設計とする。

― ― 〇 施設共通　基本設計方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4降下火砕物の影響に対する
防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
e.　腐食に対する設計方針

【2.1.4(1)e.　腐食に対する設計
方針】
・また，降下火砕物堆積後の長期
的な腐食の影響については，堆積
した降下火砕物の除去後に点検
し，必要に応じて修理を行うこと
並びに日常的な保守及び修理を行
うことにより，安全機能を損なわ
ない設計とする。

46

ロ. 換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対する化学的
影響(腐食)
　建屋内の降下火砕物防護対象施設及び降下火砕物を含む空気の流路
となる降下火砕物防護対象施設は，降下火砕物に含まれる腐食性のあ
るガスによる化学的影響(腐食)に対して短期での腐食が発生しない設
計とすることにより，安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
e.　腐食に対する設計方針

【2.1.4(1)e.　腐食に対する設計方針】
・建屋内の降下火砕物防護対象施設及び降下
火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防
護対象施設は，降下火砕物に含まれる腐食性
のあるガスによる化学的影響(腐食)に対して
短期での腐食が発生しない設計とすることに
より，安全機能を損なわない設計とする。

― ― ○ 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
e.　腐食に対する設計方針

【2.1.4(1)e.　腐食に対する設計
方針】
・建屋内の降下火砕物防護対象施
設及び降下火砕物を含む空気の流
路となる降下火砕物防護対象施設
は，降下火砕物に含まれる腐食性
のあるガスによる化学的影響(腐
食)に対して短期での腐食が発生
しない設計とすることにより，安
全機能を損なわない設計とする。

44
　使用済燃料収納キャスクを収納する建屋は，外壁塗装及び屋上防水
を実施することにより，短期での腐食が発生しない設計とすること
で，使用済燃料収納キャスクに波及的破損を与えない設計とする。

基本方針
設計方針
評価

評価要求

使用済燃料輸送容器管理建屋（使用
済燃料収納使用済燃料輸送容器保管
庫）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

要求種別
項目
番号

基本設計方針

45

　また，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については，堆積し
た降下火砕物の除去後に点検し，必要に応じて修理を行うこと並びに
日常的な保守及び修理を行うことにより，降下火砕物防護対象施設の
安全機能を損なわない設計とする。

運用要求

46

ロ. 換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対する化学的
影響(腐食)
　建屋内の降下火砕物防護対象施設及び降下火砕物を含む空気の流路
となる降下火砕物防護対象施設は，降下火砕物に含まれる腐食性のあ
るガスによる化学的影響(腐食)に対して短期での腐食が発生しない設
計とすることにより，安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

44
　使用済燃料収納キャスクを収納する建屋は，外壁塗装及び屋上防水
を実施することにより，短期での腐食が発生しない設計とすること
で，使用済燃料収納キャスクに波及的破損を与えない設計とする。

評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施
設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.4　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における腐食を考慮する施設

【4.4(1)～(3)a.　構造物の化学
的影響(腐食)】
〇使用済燃料収納キャスクを収
納する建屋
・構造物，換気系，電気系及び
計測制御系における腐食を考慮
する施設に関して(1)では該当施
設等を列挙し、(2)(3)では要求
される性能及び性能目標を記載
する。なお、それぞれの施設等
の機能として必要となる事項
は、「5.4構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における腐食を考慮する施
設」に記載する。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計
5.4　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における腐食を考慮する施設

【5.4　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における腐食を考慮する施
設】
〇使用済燃料収納キャスクを収
納する建屋
・4.の要求機能及び性能目標か
ら展開する内容を踏まえ，外壁
塗装及び屋上防水を実施し，降
下火砕物による短期での腐食が
発生しない設計とする旨を示
す。

〇 ―

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

使用済燃料収納使用済燃料輸送容器
保管庫

―――
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成（２）添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（１）
項目
番号

基本設計方針

基本方針
(降下火砕物防護対象施設)

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
e.　腐食に対する設計方針

【2.1.4(1)e.　腐食に対する設計方針】
・降下火砕物防護対象施設を収納する建屋
は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火
砕物が侵入し難い構造とする。

― ― ○ 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
e.　腐食に対する設計方針

【2.1.4(1)e.　腐食に対する設計
方針】
・降下火砕物防護対象施設を収納
する建屋は，外気取入口に防雪
フードを設け，降下火砕物が侵入
し難い構造とする。

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.4　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施
設

【4.4　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する
施設】
〇降下火砕物防護対象施設を収納する建屋
（外気取入口）
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設
に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)
では要求される性能及び性能目標を記載す
る。なお、それぞれの施設等の機能として必
要となる事項は、「5.4構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気系における
腐食を考慮する施設」に記載する。

― ― ― ― ―

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
5.　機能設計
5.4　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施
設

【5.4　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する
施設】
〇降下火砕物防護対象施設を収納する建屋
（外気取入口）
4.の要求機能及び性能目標から展開する内容
を踏まえ，降下火砕物防護対象施設を収納す
る建屋は，外気取入口に防雪フードを設け，
降下火砕物が侵入し難い構造とする旨を示
す。

― ― ― ― ―

基本方針
(降下火砕物防護対象施設)

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
e.　腐食に対する設計方針

【2.1.4(1)e.　腐食に対する設計方針】
・降下火砕物が取り込まれたとしても，降下
火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防
護対象施設である気体廃棄物の廃棄施設の換
気設備の給気系等にフィルタを設置し，設備
内部及び建屋内部に降下火砕物が侵入し難い
設計とする。

― ― ○ 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
e.　腐食に対する設計方針

【2.1.4(1)e.　腐食に対する設計
方針】
・降下火砕物が取り込まれたとし
ても，降下火砕物を含む空気の流
路となる降下火砕物防護対象施設
である気体廃棄物の廃棄施設の換
気設備の給気系等にフィルタを設
置し，設備内部及び建屋内部に降
下火砕物が侵入し難い設計とす
る。

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.4　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施
設

【4.4　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する
施設】
〇換気設備の給気系等
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設
に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)
では要求される性能及び性能目標を記載す
る。なお、それぞれの施設等の機能として必
要となる事項は、「5.4構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気系における
腐食を考慮する施設」に記載する。

― ― ― ― ―

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
5.　機能設計
5.4　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施
設

【5.4　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する
施設】
〇換気設備の給気系等
・4.の要求機能及び性能目標から展開する内
容を踏まえ，換気設備の給気系等にフィルタ
を設置し，建屋内部への降下火砕物が侵入し
難い構造とする旨を示す。

― ― ― ― ―

47

48
　降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設である
気体廃棄物の廃棄施設の換気設備等の給気系等にフィルタを設置し，
設備内部及び建屋内部に降下火砕物が侵入し難い設計とする。

　降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，外気取入口に防雪フー
ドを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。

基本方針
設計方針

設置要求

機能要求①

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯
蔵建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポ
イズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
制御建屋
分析建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

換気設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋給気系）
換気設備（前処理建屋給気系）
換気設備（分離建屋給気系）
換気設備（精製建屋給気系）
換気設備（ウラン脱硝建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合酸化物貯蔵建屋給気系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化
建屋換気給気系）
換気設備（第1ガラス固化体貯蔵建
屋給気系）
換気設備（ハル・エンドピース貯蔵
建屋給気系）
換気設備（チャンネルボックス・
バーナブルポイズン処理建屋給気
系）
換気設備（分析建屋給気系）
制御室換気設備

施設共通　基本設計方針
（フィルタ）

基本方針
設計方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

要求種別
項目
番号

基本設計方針

47

48
　降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設である
気体廃棄物の廃棄施設の換気設備等の給気系等にフィルタを設置し，
設備内部及び建屋内部に降下火砕物が侵入し難い設計とする。

　降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，外気取入口に防雪フー
ドを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。

設置要求

機能要求①

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施
設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.4　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における腐食を考慮する施設

【4.4　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における腐食を考慮する施
設】
〇降下火砕物防護対象施設を収
納する建屋（外気取入口）
・構造物，換気系，電気系，計
測制御系及び安全圧縮空気系に
おける腐食を考慮する施設に関
して(1)では該当施設等を列挙
し、(2)(3)では要求される性能
及び性能目標を記載する。な
お、それぞれの施設等の機能と
して必要となる事項は、「5.4構
造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系におけ
る腐食を考慮する施設」に記載
する。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計
5.4　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における腐食を考慮する施設

【5.4　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における腐食を考慮する施
設】
〇降下火砕物防護対象施設を収
納する建屋（外気取入口）
4.の要求機能及び性能目標から
展開する内容を踏まえ，降下火
砕物防護対象施設を収納する建
屋は，外気取入口に防雪フード
を設け，降下火砕物が侵入し難
い構造とする旨を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.4　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における腐食を考慮する施設

【4.4　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における腐食を考慮する施
設】
〇換気設備の給気系等
・構造物，換気系，電気系，計
測制御系及び安全圧縮空気系に
おける腐食を考慮する施設に関
して(1)では該当施設等を列挙
し、(2)(3)では要求される性能
及び性能目標を記載する。な
お、それぞれの施設等の機能と
して必要となる事項は、「5.4構
造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系におけ
る腐食を考慮する施設」に記載
する。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計
5.4　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における腐食を考慮する施設

【5.4　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における腐食を考慮する施
設】
〇換気設備の給気系等
・4.の要求機能及び性能目標か
ら展開する内容を踏まえ，換気
設備の給気系等にフィルタを設
置し，建屋内部への降下火砕物
が侵入し難い構造とする旨を示
す。

換気設備（前処理建屋給気系）
換気設備（分離建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋給気系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化
建屋換気給気系）
換気設備（精製建屋給気系）
換気設備（ウラン脱硝建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合酸化物貯蔵建屋給気系）
換気設備（第1ガラス固化体貯蔵建
屋給気系）
換気設備（ハル・エンドピース貯蔵
建屋給気系）
換気設備（チャンネルボックス・
バーナブルポイズン処理建屋給気
系）
換気設備（分析建屋給気系）
制御室換気設備

施設共通　基本設計方針
（フィルタ）

換気設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋給気系）

施設共通　基本設計方針
（フィルタ）

○ ――

第１回申請と同一

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯
蔵建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポ
イズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
制御建屋
分析建屋
主排気筒管理建屋

―

第１回申請と同一

〇 ― ―使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成（２）添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（１）
項目
番号

基本設計方針

基本方針
(降下火砕物防護対象施設)

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
e.　腐食に対する設計方針

【2.1.4(1)e.　腐食に対する設計方針】
・降下火砕物を含む空気の流路となる降下火
砕物防護対象施設は，塗装，腐食し難い金属
の使用又は防食処理により，短期での腐食が
発生しない設計とする。

― ― ○ 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
e.　腐食に対する設計方針

【2.1.4(1)e.　腐食に対する設計
方針】
・降下火砕物を含む空気の流路と
なる降下火砕物防護対象施設は，
塗装，腐食し難い金属の使用又は
防食処理により，短期での腐食が
発生しない設計とする。

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.4　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施
設

【4.4　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する
施設】
〇降下火砕物を含む空気の流路となる降下火
砕物防護対象施設
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設
に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)
では要求される性能及び性能目標を記載す
る。なお、それぞれの施設等の機能として必
要となる事項は、「5.4構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気系における
腐食を考慮する施設」に記載する。

― ― ― ― ―

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
5.　機能設計
5.4　構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施
設

【5.4　構造物，換気系，電気系，計測制御系
及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する
施設】
〇降下火砕物を含む空気の流路となる降下火
砕物防護対象施設
・4.の要求機能及び性能目標から展開する内
容を踏まえ，降下火砕物を含む空気の流路と
なる降下火砕物防護対象施設は，塗装，腐食
し難い金属，防食処理により降下火砕物によ
る短期での腐食が発生しない設計とする旨を
示す。

― ― ― ― ―

50

　また，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については，堆積し
た降下火砕物の除去後に点検し，必要に応じて修理を行うこと並びに
日常的な保守及び修理を行うことにより，安全機能を損なわない設計
とする。

運用要求
施設共通　基本設計方針
（除灰後の点検及び保守等）

基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
e.　腐食に対する設計方針

【2.1.4(1)e.　腐食に対する設計方針】
・また，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の
影響については，堆積した降下火砕物の除去
後に点検し，必要に応じて修理を行うこと並
びに日常的な保守及び修理を行うことによ
り，安全機能を損なわない設計とする。

― ― ○
施設共通　基本設計方針
（除灰後の点検及び保守等）

―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
e.　腐食に対する設計方針

【2.1.4(1)e.　腐食に対する設計
方針】
・また，降下火砕物堆積後の長期
的な腐食の影響については，堆積
した降下火砕物の除去後に点検
し，必要に応じて修理を行うこと
並びに日常的な保守及び修理を行
うことにより，安全機能を損なわ
ない設計とする。

51
(f) 敷地周辺の大気汚染
　中央制御室は，降下火砕物による大気汚染により，中央制御室内の
居住性を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
f.　敷地周辺の大気汚染に対する設計方針

【2.1.4(1)f.　敷地周辺の大気汚染に対する
設計方針】
・制御建屋の中央制御室は，降下火砕物によ
る大気汚染により，中央制御室内の居住性を
損なわない設計とする。

― ― ○ 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
f.　敷地周辺の大気汚染に対す
る設計方針

【2.1.4(1)f.　敷地周辺の大気汚
染に対する設計方針】
・制御建屋の中央制御室は，降下
火砕物による大気汚染により，中
央制御室内の居住性を損なわない
設計とする。

49
　降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設は，塗
装，腐食し難い金属の使用又は防食処理により，短期での腐食が発生
しない設計とする。

評価要求

制御室換気設備
ガラス固化体貯蔵設備
電気設備（ディーゼル発電機）
安全圧縮空気系

基本方針
設計方針
評価
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

要求種別
項目
番号

基本設計方針

50

　また，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については，堆積し
た降下火砕物の除去後に点検し，必要に応じて修理を行うこと並びに
日常的な保守及び修理を行うことにより，安全機能を損なわない設計
とする。

運用要求

51
(f) 敷地周辺の大気汚染
　中央制御室は，降下火砕物による大気汚染により，中央制御室内の
居住性を損なわない設計とする。

冒頭宣言

49
　降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設は，塗
装，腐食し難い金属の使用又は防食処理により，短期での腐食が発生
しない設計とする。

評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施
設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.4　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における腐食を考慮する施設

【4.4　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における腐食を考慮する施
設】
〇降下火砕物を含む空気の流路
となる降下火砕物防護対象施設
・構造物，換気系，電気系，計
測制御系及び安全圧縮空気系に
おける腐食を考慮する施設に関
して(1)では該当施設等を列挙
し、(2)(3)では要求される性能
及び性能目標を記載する。な
お、それぞれの施設等の機能と
して必要となる事項は、「5.4構
造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系におけ
る腐食を考慮する施設」に記載
する。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計
5.4　構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系
における腐食を考慮する施設

【5.4　構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空
気系における腐食を考慮する施
設】
〇降下火砕物を含む空気の流路
となる降下火砕物防護対象施設
・4.の要求機能及び性能目標か
ら展開する内容を踏まえ，降下
火砕物を含む空気の流路となる
降下火砕物防護対象施設は，塗
装，腐食し難い金属，防食処理
により降下火砕物による短期で
の腐食が発生しない設計とする
旨を示す。

―

制御室換気設備
ガラス固化体貯蔵設備
電気設備（ディーゼル発電機）
安全圧縮空気系

電気設備（ディーゼル発電機）

第１回申請と同一

――〇

第１回申請と同一

第１回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成（２）添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（１）
項目
番号

基本設計方針

基本方針
(降下火砕物防護対象施設)

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4降下火砕物の影響に対する防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方針
f.　敷地周辺の大気汚染に対する設計方針

【2.1.4(1)f.　敷地周辺の大気汚染に対する
設計方針】
・制御建屋中央制御室換気設備を収納する制
御建屋は，外気取入口に防雪フードを設け，
降下火砕物が侵入し難い構造とする。

― ― ○
基本方針
(降下火砕物防護対象施設)

―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4降下火砕物の影響に対する
防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
f.　敷地周辺の大気汚染に対す
る設計方針

【2.1.4(1)f.　敷地周辺の大気汚
染に対する設計方針】
・制御建屋中央制御室換気設備を
収納する制御建屋は，外気取入口
に防雪フードを設け，降下火砕物
が侵入し難い構造とする。

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.5　敷地周辺の大気汚染を考慮する施設

【4.5　敷地周辺の大気汚染を考慮する施設】
・敷地周辺の大気汚染を考慮する施設に関し
て(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要
求される性能及び性能目標を記載する。な
お、それぞれの施設等の機能として必要とな
る事項は、「5.5敷地周辺の大気汚染を考慮す
る施設」に記載する。

― ― ― ― ―

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
5.　要求機能及び性能目標
5.5　敷地周辺の大気汚染を考慮する施設

【5.5　敷地周辺の大気汚染を考慮する施設】
・4.の要求機能及び性能目標から展開する内
容を踏まえ，制御建屋中央制御室換気設備
は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火
砕物が侵入し難い構造とする旨を示す。

― ― ― ― ―

基本方針
(降下火砕物防護対象施設)

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4降下火砕物の影響に対する防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方針
f.　敷地周辺の大気汚染に対する設計方針

【2.1.4(1)f.　敷地周辺の大気汚染に対する
設計方針】
・制御建屋中央制御室換気設備の給気系に
フィルタを設置し，中央制御室内部に降下火
砕物が侵入し難い設計とする。

― ― ○
基本方針
(降下火砕物防護対象施設)

―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4降下火砕物の影響に対する
防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
f.　敷地周辺の大気汚染に対す
る設計方針

【2.1.4(1)f.　敷地周辺の大気汚
染に対する設計方針】
・制御建屋中央制御室換気設備の
給気系にフィルタを設置し，中央
制御室内部に降下火砕物が侵入し
難い設計とする。

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.5　敷地周辺の大気汚染を考慮する施設

【4.5　敷地周辺の大気汚染を考慮する施設】
・敷地周辺の大気汚染を考慮する施設に関し
て(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要
求される性能及び性能目標を記載する。な
お、それぞれの施設等の機能として必要とな
る事項は、「5.5敷地周辺の大気汚染を考慮す
る施設」に記載する。

― ― ― ― ―

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
5.　要求機能及び性能目標
5.5　敷地周辺の大気汚染を考慮する施設

【5.5　敷地周辺の大気汚染を考慮する施設】
・4.の要求機能及び性能目標から展開する内
容を踏まえ，制御建屋中央制御室換気設備の
給気系統にフィルタを設置し，中央制御室内
部に降下火砕物が侵入し難い設計とする旨を
示す。

― ― ― ― ―

54
 制御建屋中央制御室換気設備は，外気との連絡口を遮断し，中央制
御室内の空気を再循環できる設計とする。

機能要求①
施設共通　基本設計方針
（大気汚染）

基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4降下火砕物の影響に対する防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方針
f.　敷地周辺の大気汚染に対する設計方針

【2.1.4(1)f.　敷地周辺の大気汚染に対する
設計方針】
・制御建屋中央制御室換気設備の外気との連
絡口を遮断し，中央制御室内の空気を再循環
する措置を講ずることができる設計とする。

― ― ○
施設共通　基本設計方針
（大気汚染）

―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4降下火砕物の影響に対する
防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
f.　敷地周辺の大気汚染に対す
る設計方針

【2.1.4(1)f.　敷地周辺の大気汚
染に対する設計方針】
・制御建屋中央制御室換気設備の
外気との連絡口を遮断し，中央制
御室内の空気を再循環する措置を
講ずることができる設計とする。

55
　連絡口を遮断し再循環を行う措置並びに再循環時における中央制御
室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響を考慮した措置を講ずるこ
とを保安規定に定めて，管理する。

運用要求
施設共通　基本設計方針
（大気汚染）

基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4降下火砕物の影響に対する防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方針
f.　敷地周辺の大気汚染に対する設計方針

【2.1.4(1)f.　敷地周辺の大気汚染に対する
設計方針】
・制御建屋中央制御室換気設備の外気との連
絡口を遮断し，中央制御室内の空気を再循環
する措置を講ずること及び再循環する場合
は，中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素
濃度の影響を考慮した措置を講ずることを保
安規定に定めて，管理する。

― ― ○
施設共通　基本設計方針
（大気汚染）

―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4降下火砕物の影響に対する
防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
f.　敷地周辺の大気汚染に対す
る設計方針

【2.1.4(1)f.　敷地周辺の大気汚
染に対する設計方針】
・制御建屋中央制御室換気設備の
外気との連絡口を遮断し，中央制
御室内の空気を再循環する措置を
講ずること及び再循環する場合
は，中央制御室内の酸素濃度及び
二酸化炭素濃度の影響を考慮した
措置を講ずることを保安規定に定
めて，管理する。

52

53

 制御建屋中央制御室換気設備を収納する制御建屋等は，外気取入口
に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。

設置要求

制御建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

基本方針
設計方針

　制御建屋中央制御室換気設備の給気系等にフィルタを設置し，制御
室内部に降下火砕物が侵入し難い設計とする。

機能要求①

制御室換気設備

基本方針
設計方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

要求種別
項目
番号

基本設計方針

54
 制御建屋中央制御室換気設備は，外気との連絡口を遮断し，中央制
御室内の空気を再循環できる設計とする。

機能要求①

55
　連絡口を遮断し再循環を行う措置並びに再循環時における中央制御
室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響を考慮した措置を講ずるこ
とを保安規定に定めて，管理する。

運用要求

52

53

 制御建屋中央制御室換気設備を収納する制御建屋等は，外気取入口
に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。

設置要求

　制御建屋中央制御室換気設備の給気系等にフィルタを設置し，制御
室内部に降下火砕物が侵入し難い設計とする。

機能要求①

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施
設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.5　敷地周辺の大気汚染を考慮
する施設

【4.5　敷地周辺の大気汚染を考
慮する施設】
・敷地周辺の大気汚染を考慮す
る施設に関して(1)では該当施設
等を列挙し、(2)(3)では要求さ
れる性能及び性能目標を記載す
る。なお、それぞれの施設等の
機能として必要となる事項は、
「5.5敷地周辺の大気汚染を考慮
する施設」に記載する。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
5.　要求機能及び性能目標
5.5　敷地周辺の大気汚染を考慮
する施設

【5.5　敷地周辺の大気汚染を考
慮する施設】
・4.の要求機能及び性能目標か
ら展開する内容を踏まえ，制御
建屋中央制御室換気設備は，外
気取入口に防雪フードを設け，
降下火砕物が侵入し難い構造と
する旨を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.5　敷地周辺の大気汚染を考慮
する施設

【4.5　敷地周辺の大気汚染を考
慮する施設】
・敷地周辺の大気汚染を考慮す
る施設に関して(1)では該当施設
等を列挙し、(2)(3)では要求さ
れる性能及び性能目標を記載す
る。なお、それぞれの施設等の
機能として必要となる事項は、
「5.5敷地周辺の大気汚染を考慮
する施設」に記載する。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
5.　要求機能及び性能目標
5.5　敷地周辺の大気汚染を考慮
する施設

【5.5　敷地周辺の大気汚染を考
慮する施設】
・4.の要求機能及び性能目標か
ら展開する内容を踏まえ，制御
建屋中央制御室換気設備の給気
系統にフィルタを設置し，中央
制御室内部に降下火砕物が侵入
し難い設計とする旨を示す。

第１回申請と同一

――

第１回申請と同一

―

第１回申請と同一

― ―〇 ― 制御室換気設備

第１回申請と同一

制御建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

― ―〇
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成（２）添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（１）
項目
番号

基本設計方針

56

　また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室については，
運転員への影響を防止するため，必要に応じて外気との連絡口を遮断
し，制御室内の空気を再循環できる設計とする。連絡口を遮断し再循
環の措置を講ずることを保安規定に定めて，管理する。

機能要求①
施設共通　基本設計方針
（大気汚染）

基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4降下火砕物の影響に対する防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方針
f.　敷地周辺の大気汚染に対する設計方針

【2.1.4(1)f.　敷地周辺の大気汚染に対する
設計方針】
・また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設の制御室については，運転員への影響を防
止するため，必要に応じて外気との連絡口を
遮断し，制御室内の空気を再循環する措置を
講ずることができる設計とする。

― ― ○
施設共通　基本設計方針
（大気汚染）

-

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4降下火砕物の影響に対する
防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
f.　敷地周辺の大気汚染に対す
る設計方針

【2.1.4(1)f.　敷地周辺の大気汚
染に対する設計方針】
・また，使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設の制御室について
は，運転員への影響を防止するた
め，必要に応じて外気との連絡口
を遮断し，制御室内の空気を再循
環する措置を講ずることができる
設計とする。

57

(g) 電気系及び計測制御系の絶縁低下
　外気から取り入れた建屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する
降下火砕物防護対象施設は，降下火砕物による絶縁低下の影響によ
り，安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(1) 直接的影響に対する設計方針
g.　絶縁低下に対する設計方針

【2.1.4(1)g.　絶縁低下に対する設計方針】
・外気から取り入れた屋内の空気を機器内に
取り込む機構を有する降下火砕物防護対象施
設は，降下火砕物による絶縁低下の影響によ
り，安全機能を損なわない設計とする。

― ― ○ 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
g.　絶縁低下に対する設計方針

【2.1.4(1)g.　絶縁低下に対する
設計方針】
・外気から取り入れた屋内の空気
を機器内に取り込む機構を有する
降下火砕物防護対象施設は，降下
火砕物による絶縁低下の影響によ
り，安全機能を損なわない設計と
する。

基本方針
(降下火砕物防護対象施設)

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4降下火砕物の影響に対する防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方針
g.　絶縁低下に対する設計方針

【2.1.4(1)g.　絶縁低下に対する設計方針】
・降下火砕物防護対象施設を収納する建屋
は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火
砕物が侵入し難い構造とする。

― ― ○
基本方針
(降下火砕物防護対象施設)

―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4降下火砕物の影響に対する
防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
g.　絶縁低下に対する設計方針

【2.1.4(1)g.　絶縁低下に対する
設計方針】
・降下火砕物防護対象施設を収納
する建屋は，外気取入口に防雪
フードを設け，降下火砕物が侵入
し難い構造とする。

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.6　電気系及び計測制御系における絶縁低下
を考慮する施設

【4.6　電気系及び計測制御系における絶縁低
下を考慮する施設】
〇降下火砕物防護対象施設を収納する建屋
（外気取入口）
・電気系及び計測制御系における絶縁低下を
考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列
挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目
標を記載する。なお、それぞれの施設等の機
能として必要となる事項は、「5.6 電気系及
び計測制御系における絶縁低下を考慮する施
設」に記載する。

― ― ― ― ―

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
5.　機能設計
5.6　電気系及び計測制御系における絶縁低下
を考慮する施設

【5.6　電気系及び計測制御系における絶縁低
下を考慮する施設】
〇降下火砕物防護対象施設を収納する建屋
（外気取入口）
・4.の要求機能及び性能目標から展開する内
容を踏まえ，降下火砕物防護対象施設を収納
する建屋は，外気取入口に防雪フードを設
け，降下火砕物が侵入し難い構造とする旨を
示す。

― ― ― ― ―

58

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯
蔵建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポ
イズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
制御建屋
分析建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

設置要求
基本方針
設計方針

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，外気取入口に防雪フード
を設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

要求種別
項目
番号

基本設計方針

56

　また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室については，
運転員への影響を防止するため，必要に応じて外気との連絡口を遮断
し，制御室内の空気を再循環できる設計とする。連絡口を遮断し再循
環の措置を講ずることを保安規定に定めて，管理する。

機能要求①

57

(g) 電気系及び計測制御系の絶縁低下
　外気から取り入れた建屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する
降下火砕物防護対象施設は，降下火砕物による絶縁低下の影響によ
り，安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

58 設置要求
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，外気取入口に防雪フード
を設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施
設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.6　電気系及び計測制御系にお
ける絶縁低下を考慮する施設

【4.6　電気系及び計測制御系に
おける絶縁低下を考慮する施
設】
〇降下火砕物防護対象施設を収
納する建屋（外気取入口）
・電気系及び計測制御系におけ
る絶縁低下を考慮する施設に関
して(1)では該当施設等を列挙
し、(2)(3)では要求される性能
及び性能目標を記載する。な
お、それぞれの施設等の機能と
して必要となる事項は、「5.6
電気系及び計測制御系における
絶縁低下を考慮する施設」に記
載する。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計
5.6　電気系及び計測制御系にお
ける絶縁低下を考慮する施設

【5.6　電気系及び計測制御系に
おける絶縁低下を考慮する施
設】
〇降下火砕物防護対象施設を収
納する建屋（外気取入口）
・4.の要求機能及び性能目標か
ら展開する内容を踏まえ，降下
火砕物防護対象施設を収納する
建屋は，外気取入口に防雪フー
ドを設け，降下火砕物が侵入し
難い構造とする旨を示す。

― ――

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯
蔵建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポ
イズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
制御建屋
分析建屋
主排気筒管理建屋

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋〇
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成（２）添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（１）
項目
番号

基本設計方針

基本方針
(降下火砕物防護対象施設)

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4降下火砕物の影響に対する防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方針
g.　絶縁低下に対する設計方針

【2.1.4(1)g.　絶縁低下に対する設計方針】
・降下火砕物の影響を受ける可能性がある，
降下火砕物を含む空気の流路となる気体廃棄
物の廃棄施設の換気設備の給気系等にフィル
タを設置し，建屋内部に降下火砕物が侵入し
難い設計とすることにより，外気から取り入
れた建屋内の空気を機器内に取り込む機構を
有する降下火砕物防護対象施設である計測制
御設備の制御盤等の安全機能を損なわない設
計とする。

― ― ○
基本方針
(降下火砕物防護対象施設)

―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4降下火砕物の影響に対する
防護対策方針
(1) 直接的影響に対する設計方
針
g.　絶縁低下に対する設計方針

【2.1.4(1)g.　絶縁低下に対する
設計方針】
・降下火砕物の影響を受ける可能
性がある，降下火砕物を含む空気
の流路となる気体廃棄物の廃棄施
設の換気設備の給気系等にフィル
タを設置し，建屋内部に降下火砕
物が侵入し難い設計とすることに
より，外気から取り入れた建屋内
の空気を機器内に取り込む機構を
有する降下火砕物防護対象施設で
ある計測制御設備の制御盤等の安
全機能を損なわない設計とする。

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.6　電気系及び計測制御系における絶縁低下
を考慮する施設

【4.6　電気系及び計測制御系における絶縁低
下を考慮する施設】
〇換気設備の給気系等
・電気系及び計測制御系における絶縁低下を
考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列
挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目
標を記載する。なお、それぞれの施設等の機
能として必要となる事項は、「5.6 電気系及
び計測制御系における絶縁低下を考慮する施
設」に記載する。

― ― ― ― ―

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
5.　機能設計
5.6　電気系及び計測制御系における絶縁低下
を考慮する施設

【5.6　電気系及び計測制御系における絶縁低
下を考慮する施設】
〇換気設備の給気系等
・4.の要求機能及び性能目標から展開する内
容を踏まえ，換気設備の給気系等にフィルタ
を設置し，建屋内部に降下火砕物が侵入し難
い構造とする旨を示す。

― ― ― ― ―

基本方針
(降下火砕物防護対象施設)

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(2) 間接的影響に対する設計方針

【2.1.4(2)　間接的影響に対する設計方針】
・降下火砕物による間接的影響である７日間
の外部電源喪失及び敷地内外での交通の途絶
によるアクセス制限事象に対し，再処理施設
の安全性を維持するために必要となる電源の
供給が継続できるよう，非常用ディーゼル発
電機の燃料を貯蔵する設備及び移送する設備
は降下火砕物の影響を受けないよう設置する
ことにより安全機能を損なわない設計とす
る。

― ― ○
基本方針
(降下火砕物防護対象施設)

―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(2) 間接的影響に対する設計方
針

【2.1.4(2)　間接的影響に対する
設計方針】
・降下火砕物による間接的影響で
ある７日間の外部電源喪失及び敷
地内外での交通の途絶によるアク
セス制限事象に対し，再処理施設
の安全性を維持するために必要と
なる電源の供給が継続できるよ
う，非常用ディーゼル発電機の燃
料を貯蔵する設備及び移送する設
備は降下火砕物の影響を受けない
よう設置することにより安全機能
を損なわない設計とする。

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.7　間接的影響を考慮する施設

【4.7　間接的影響を考慮する施設】
・間接的影響を考慮する施設に関して(1)では
該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される
性能及び性能目標を記載する。なお、それぞ
れの施設等の機能として必要となる事項は、
「5.7間接的影響を考慮する施設」に記載す
る。

― ― ― ― ―

  

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
5.　機能設計
5.7　間接的影響を考慮する施設

【5.7　間接的影響を考慮する施設】
・4.の要求機能及び性能目標から展開する内
容を踏まえ，７日間の外部電源喪失及び敷地
内外での交通の途絶によるアクセス制限事象
に対し，再処理施設の安全性を維持するため
に必要となる電源の供給が継続できるよう，
非常用ディーゼル発電機の燃料を貯蔵及び移
送する設備が降下火砕物の影響を受けないよ
う設置する設計とする旨を示す。

― ― ― ― ―

61
また，安全上重要な施設へ7日間の電力を供給する措置を講ずること
を保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(2) 間接的影響に対する設計方針

【2.1.4(2)　間接的影響に対する設計方針】
・また，安全上重要な施設へ7日間の電力を供
給する措置を講ずることを保安規定に定め
て，管理する。

― ― ○ 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(2) 間接的影響に対する設計方
針

【2.1.4(2)　間接的影響に対する
設計方針】
・また，安全上重要な施設へ7日
間の電力を供給する措置を講ずる
ことを保安規定に定めて，管理す
る。

60

59

b.　間接的影響に対する防護対策
　降下火砕物による間接的影響である７日間の外部電源喪失及び敷地
内外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対し，再処理施設の安
全性を維持するために必要となる電源の供給が継続できるよう，非常
用ディーゼル発電機の燃料を貯蔵する設備及び移送する設備は降下火
砕物の影響を受けないよう設置することにより，安全機能を損なわな
い設計とする。

評価要求

換気設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋給気系）
換気設備（前処理建屋給気系）
換気設備（分離建屋給気系）
換気設備（精製建屋給気系）
換気設備（ウラン脱硝建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合酸化物貯蔵建屋給気系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化
建屋換気給気系）
換気設備（第1ガラス固化体貯蔵建
屋給気系）
換気設備（ハル・エンドピース貯蔵
建屋給気系）
換気設備（チャンネルボックス・
バーナブルポイズン処理建屋給気
系）
換気設備（分析建屋給気系）
制御室換気設備

施設共通　基本設計方針
（フィルタ）

施設共通　基本設計方針
(計測制御設備，安全保護回路，非
常用所内電源系統，放射線監視設備
の盤に対する考慮)

機能要求①

電気設備（ディーゼル発電機）
(第1非常用ディーゼル発電機,第2非
常用ディーゼル発電機,重油タンク,
燃料油貯蔵タンク,燃料移送ポンプ,
燃料油移送ポンプ)

　降下火砕物の影響を受ける可能性がある，降下火砕物を含む空気の
流路となる降下火砕物防護対象施設にフィルタを設置し，建屋内部に
降下火砕物が侵入し難い設計とすることにより，外気から取り入れた
建屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する降下火砕物防護対象施
設である計測制御設備の制御盤等の安全機能を損なわない設計とす
る。

基本方針
設計方針

基本方針
設計方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

要求種別
項目
番号

基本設計方針

61
また，安全上重要な施設へ7日間の電力を供給する措置を講ずること
を保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言

60

59

b.　間接的影響に対する防護対策
　降下火砕物による間接的影響である７日間の外部電源喪失及び敷地
内外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対し，再処理施設の安
全性を維持するために必要となる電源の供給が継続できるよう，非常
用ディーゼル発電機の燃料を貯蔵する設備及び移送する設備は降下火
砕物の影響を受けないよう設置することにより，安全機能を損なわな
い設計とする。

評価要求

機能要求①

　降下火砕物の影響を受ける可能性がある，降下火砕物を含む空気の
流路となる降下火砕物防護対象施設にフィルタを設置し，建屋内部に
降下火砕物が侵入し難い設計とすることにより，外気から取り入れた
建屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する降下火砕物防護対象施
設である計測制御設備の制御盤等の安全機能を損なわない設計とす
る。

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施
設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.6　電気系及び計測制御系にお
ける絶縁低下を考慮する施設

【4.6　電気系及び計測制御系に
おける絶縁低下を考慮する施
設】
〇換気設備の給気系等
・電気系及び計測制御系におけ
る絶縁低下を考慮する施設に関
して(1)では該当施設等を列挙
し、(2)(3)では要求される性能
及び性能目標を記載する。な
お、それぞれの施設等の機能と
して必要となる事項は、「5.6
電気系及び計測制御系における
絶縁低下を考慮する施設」に記
載する。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計
5.6　電気系及び計測制御系にお
ける絶縁低下を考慮する施設

【5.6　電気系及び計測制御系に
おける絶縁低下を考慮する施
設】
〇換気設備の給気系等
・4.の要求機能及び性能目標か
ら展開する内容を踏まえ，換気
設備の給気系等にフィルタを設
置し，建屋内部に降下火砕物が
侵入し難い構造とする旨を示
す。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.7　間接的影響を考慮する施設

【4.7　間接的影響を考慮する施
設】
・間接的影響を考慮する施設に
関して(1)では該当施設等を列挙
し、(2)(3)では要求される性能
及び性能目標を記載する。な
お、それぞれの施設等の機能と
して必要となる事項は、「5.7間
接的影響を考慮する施設」に記
載する。

Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影
響を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計
5.7　間接的影響を考慮する施設

【5.7　間接的影響を考慮する施
設】
・4.の要求機能及び性能目標か
ら展開する内容を踏まえ，７日
間の外部電源喪失及び敷地内外
での交通の途絶によるアクセス
制限事象に対し，再処理施設の
安全性を維持するために必要と
なる電源の供給が継続できるよ
う，非常用ディーゼル発電機の
燃料を貯蔵及び移送する設備が
降下火砕物の影響を受けないよ
う設置する設計とする旨を示
す。

― ―

第１回申請と同一

第１回申請と同一

〇

―○

換気設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋給気系）

施設共通　基本設計方針
（フィルタ）

換気設備（前処理建屋給気系）
換気設備（分離建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋給気系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化
建屋換気給気系）
換気設備（精製建屋給気系）
換気設備（ウラン脱硝建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合酸化物貯蔵建屋給気系）
換気設備（第1ガラス固化体貯蔵建
屋給気系）
換気設備（ハル・エンドピース貯蔵
建屋給気系）
換気設備（チャンネルボックス・
バーナブルポイズン処理建屋給気
系）
換気設備（分析建屋給気系）
制御室換気設備

施設共通　基本設計方針
（フィルタ）

―

―

第１回申請と同一

電気設備（ディーゼル発電機）
(第1非常用ディーゼル発電機,重油
タンク,燃料移送ポンプ)

電気設備（ディーゼル発電機）
(第2非常用ディーゼル発電機,燃料
油貯蔵タンク,燃料油移送ポンプ)

―

254



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成（２）添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（１）
項目
番号

基本設計方針

62

c.　必要な機能を損なわないための運用上の措置
　火山に関する設計条件等に係る新知見の収集及び火山に関する防護
措置との組合せにより安全機能を損なわないための運用上の措置とし
て，以下を保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(3) 必要な機能を損なわないための運用上の
措置

【2.1.4(3)　必要な機能を損なわないための
運用上の措置】
・火山に関する設計条件等に係る新知見の収
集や防護措置との組合せにより安全機能を損
なわないための運用上の措置として，以下を
保安規定に定めて，管理する。

― ― ○ 基本方針 ―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(3) 必要な機能を損なわないた
めの運用上の措置

【2.1.4(3)　必要な機能を損なわ
ないための運用上の措置】
・火山に関する設計条件等に係る
新知見の収集や防護措置との組合
せにより安全機能を損なわないた
めの運用上の措置として，以下を
保安規定に定めて，管理する。

63

・定期的に新知見の確認を行い，新知見を得られた場合に評価するこ
と
・火山活動のモニタリングを行い，評価時からの状態の変化の検知に
より評価の根拠が維持されていることを確認すること

運用要求
施設共通　基本設計方針
（新知見の確認及びモニタリング）

基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4降下火砕物の影響に対する防護対策方針
(3) 必要な機能を損なわないための運用上の
措置

【2.1.4(3)　必要な機能を損なわないための
運用上の措置】
・定期的に新知見の確認を行い，新知見を得
られた場合に評価すること
・火山活動のモニタリングを行い，評価時か
らの状態の変化の検知により評価の根拠が維
持されていることを確認すること

― ― 〇
施設共通　基本設計方針
（新知見の確認及びモニタリング）

―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4降下火砕物の影響に対する
防護対策方針
(3) 必要な機能を損なわないた
めの運用上の措置

【2.1.4(3)　必要な機能を損なわ
ないための運用上の措置】
・定期的に新知見の確認を行い，
新知見を得られた場合に評価する
こと
・火山活動のモニタリングを行
い，評価時からの状態の変化の検
知により評価の根拠が維持されて
いることを確認すること

64
・降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕
物の除去を適切に行うこと

運用要求
施設共通　基本設計方針
（降下火砕物の長期的な堆積）

基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4降下火砕物の影響に対する防護対策方針
(3) 必要な機能を損なわないための運用上の
措置

【2.1.4(3)　必要な機能を損なわないための
運用上の措置】
・降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該
施設に堆積する降下火砕物の除去を適切に行
うこと

― ― 〇
施設共通　基本設計方針
（降下火砕物の長期的な堆積）

―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4降下火砕物の影響に対する
防護対策方針
(3) 必要な機能を損なわないた
めの運用上の措置

【2.1.4(3)　必要な機能を損なわ
ないための運用上の措置】
・降下火砕物が長期的に堆積しな
いよう当該施設に堆積する降下火
砕物の除去を適切に行うこと

65

・降灰時には，冷却塔に降下火砕物が堆積しないよう，冷却塔のルー
バが開状態の場合は，冷却ファンを作動させる措置を講ずること
・降灰時には，降下火砕物による閉塞及び磨耗を防止するために，換
気設備の給気系の停止又はフィルタの交換若しくは清掃を行うこと
・降下火砕物によりガラス固化体貯蔵設備の冷却空気流路が閉塞しな
いよう必要に応じて貯蔵ピットの点検用の開口部より吸引による除灰
を行うこと
・降灰時には，非常用ディーゼル発電機の給気系等に対するフィルタ
の追加設置等を行うこと

運用要求
施設共通　基本設計方針
（フィルタの交換清掃及び吸引によ
る除灰等）

基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4降下火砕物の影響に対する防護対策方針
(3) 必要な機能を損なわないための運用上の
措置

【2.1.4(3)　必要な機能を損なわないための
運用上の措置】
・冷却塔のルーバーが開状態の場合は，冷却
ファンを作動させる措置を講ずること
・換気設備の停止又はフィルタの交換若しく
は清掃を行うこと
・降下火砕物によりガラス固化体貯蔵設備の
冷却空気流路が閉塞しないよう必要に応じて
貯蔵ピットの点検用の開口部より吸引による
除灰を行うこと
・降灰時には，非常用ディーゼル発電機等の
給気系に対するフィルタの追加設置等を行う
こと

― ― 〇
施設共通　基本設計方針
（フィルタの交換清掃及び吸引によ
る除灰等）

―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4降下火砕物の影響に対する
防護対策方針
(3) 必要な機能を損なわないた
めの運用上の措置

【2.1.4(3)　必要な機能を損なわ
ないための運用上の措置】
・冷却塔のルーバーが開状態の場
合は，冷却ファンを作動させる措
置を講ずること
・換気設備の停止又はフィルタの
交換若しくは清掃を行うこと
・降下火砕物によりガラス固化体
貯蔵設備の冷却空気流路が閉塞し
ないよう必要に応じて貯蔵ピット
の点検用の開口部より吸引による
除灰を行うこと
・降灰時には，非常用ディーゼル
発電機等の給気系に対するフィル
タの追加設置等を行うこと

66

・堆積した降下火砕物の除去後に点検し，必要に応じて修理を行うこ
と並びに日常的な保守及び修理を行うこと
・敷地周辺の大気汚染による影響を防止するため，制御建屋中央制御
室換気設備の外気との連絡口を遮断し，中央制御室内の空気の再循環
を行い，再循環時においては，中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭
素濃度の影響を考慮した措置を講ずること
・敷地周辺の大気汚染による影響を防止するため，必要に応じて外気
との連絡口を遮断し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
内の空気の再循環を行う措置を講ずること

運用要求
施設共通　基本設計方針
（除灰後の点検及び保守並びに制御
室の外気遮断等）

基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4降下火砕物の影響に対する防護対策方針
(3) 必要な機能を損なわないための運用上の
措置

【2.1.4(3)　必要な機能を損なわないための
運用上の措置】
・堆積した降下火砕物の除去後に点検し，必
要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保
守及び修理を行うこと
・中央制御室内の空気の再循環を行う措置を
講ずること及び再循環する場合は，中央制御
室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響を
考慮した措置を講ずること
・必要に応じて外気との連絡口を遮断し，使
用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
内の空気の再循環を行う措置を講ずること

― ― 〇
施設共通　基本設計方針
（除灰後の点検及び保守並びに制御
室の外気遮断等）

―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4降下火砕物の影響に対する
防護対策方針
(3) 必要な機能を損なわないた
めの運用上の措置

【2.1.4(3)　必要な機能を損なわ
ないための運用上の措置】
・堆積した降下火砕物の除去後に
点検し，必要に応じて修理を行う
こと並びに日常的な保守及び修理
を行うこと
・中央制御室内の空気の再循環を
行う措置を講ずること及び再循環
する場合は，中央制御室内の酸素
濃度及び二酸化炭素濃度の影響を
考慮した措置を講ずること
・必要に応じて外気との連絡口を
遮断し，使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設の制御室内の空気の
再循環を行う措置を講ずること

67
・外部電源喪失及び敷地内外での交通の途絶によるアクセス制限事象
による影響を防止するため，安全上重要な施設へ7日間の電力を供給
する措置を講ずること

運用要求
施設共通　基本設計方針
（除灰後の点検及び保守並びに制御
室の外気遮断等）

基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対する防護対策方
針
(3) 必要な機能を損なわないための運用上の
措置

【2.1.4(4)　必要な機能を損なわないための
運用上の措置】
・外部電源喪失及び敷地内外での交通の途絶
によるアクセス制限事象による影響を防止す
るため，安全上重要な施設へ7日間の電力を供
給する措置を講ずること

― ― 〇
施設共通　基本設計方針
（除灰後の点検及び保守並びに制御
室の外気遮断等）

―

Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に
関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1　基本方針
2.1.4　降下火砕物の影響に対す
る防護対策方針
(3) 必要な機能を損なわないた
めの運用上の措置

【2.1.4(4)　必要な機能を損なわ
ないための運用上の措置】
・外部電源喪失及び敷地内外での
交通の途絶によるアクセス制限事
象による影響を防止するため，安
全上重要な施設へ7日間の電力を
供給する措置を講ずること
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

要求種別
項目
番号

基本設計方針

62

c.　必要な機能を損なわないための運用上の措置
　火山に関する設計条件等に係る新知見の収集及び火山に関する防護
措置との組合せにより安全機能を損なわないための運用上の措置とし
て，以下を保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言

63

・定期的に新知見の確認を行い，新知見を得られた場合に評価するこ
と
・火山活動のモニタリングを行い，評価時からの状態の変化の検知に
より評価の根拠が維持されていることを確認すること

運用要求

64
・降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕
物の除去を適切に行うこと

運用要求

65

・降灰時には，冷却塔に降下火砕物が堆積しないよう，冷却塔のルー
バが開状態の場合は，冷却ファンを作動させる措置を講ずること
・降灰時には，降下火砕物による閉塞及び磨耗を防止するために，換
気設備の給気系の停止又はフィルタの交換若しくは清掃を行うこと
・降下火砕物によりガラス固化体貯蔵設備の冷却空気流路が閉塞しな
いよう必要に応じて貯蔵ピットの点検用の開口部より吸引による除灰
を行うこと
・降灰時には，非常用ディーゼル発電機の給気系等に対するフィルタ
の追加設置等を行うこと

運用要求

66

・堆積した降下火砕物の除去後に点検し，必要に応じて修理を行うこ
と並びに日常的な保守及び修理を行うこと
・敷地周辺の大気汚染による影響を防止するため，制御建屋中央制御
室換気設備の外気との連絡口を遮断し，中央制御室内の空気の再循環
を行い，再循環時においては，中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭
素濃度の影響を考慮した措置を講ずること
・敷地周辺の大気汚染による影響を防止するため，必要に応じて外気
との連絡口を遮断し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
内の空気の再循環を行う措置を講ずること

運用要求

67
・外部電源喪失及び敷地内外での交通の途絶によるアクセス制限事象
による影響を防止するため，安全上重要な施設へ7日間の電力を供給
する措置を講ずること

運用要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施
設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

・「説明対象」について

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

凡例

－：当該申請回次で記載しない項目

〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
(第8条 外部からの衝撃による損傷の防止(航空機落下))

別紙2

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

Ⅵ-1-1-1-5-1 航空機に対する防護設計の基本方針
2．基本方針

【2. 基本方針】
・三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航空機が施設に
墜落することを想定し，建物・構築物内部に設置さ
れている施設の安全性を確保する方針を記載する。

・防護設計条件及び防護設計に係る説明は，認可を
受けた設工認申請書の「Ⅶ-2-1　航空機に対する防
護設計の基本方針」に同じであることを記載する。

Ⅵ-1-1-1-5-1 航空機に対する防護設計の基本方針
2．基本方針

【2. 基本方針】
・三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航空機が施設に墜落す
ることを想定し，建物・構築物内部に設置されている施設
の安全性を確保する方針を記載する。

・防護設計条件及び防護設計に係る説明は，認可を受けた
設工認申請書の「Ⅶ-2-1　航空機に対する防護設計の基本
方針」に同じであることを記載する。

Ⅶ-2-1　航空機に対する防護設計の基本方針
1. 基本的な考え方

【1. 基本的な考え方】
三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航空機が施設に衝
突することを想定したときに，一般公衆に対して著
しい放射線被ばくを及ぼすおそれのある施設は，航
空機に対して貫通が防止でき，かつ，航空機による
衝撃荷重に対して健全性が確保できる堅固な建物・
構築物で適切に保護する等，安全確保上支障がない
ように設計する。

Ⅶ-2-1　航空機に対する防護設計の基本方針
1. 基本的な考え方

【1. 基本的な考え方】
三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航空機が施設に衝突する
ことを想定したときに，一般公衆に対して著しい放射線被
ばくを及ぼすおそれのある施設は，航空機に対して貫通が
防止でき，かつ，航空機による衝撃荷重に対して健全性が
確保できる堅固な建物・構築物で適切に保護する等，安全
確保上支障がないように設計する。

Ⅵ-1-1-1-5-1 航空機に対する防護設計の基本方針
2．基本方針

【2. 基本方針】
・安全上重要な施設については原則として防護対象
とするが，航空機が墜落する可能性が無視できる施
設又は仮に航空機が墜落することを想定しても公衆
に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えない以
下の施設は防護対象外とすることを記載する。
　-主排気筒
　-主排気筒の排気筒モニタ
　-安全蒸気系のボイラ用燃料ボンベ
　-第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンの
しゃへい容器
・防護設計条件及び防護設計に係る説明は，認可を
受けた設工認申請書の「Ⅶ-2-1　航空機に対する防
護設計の基本方針」に同じであることを記載する。

Ⅵ-1-1-1-5-1 航空機に対する防護設計の基本方針
2．基本方針

【2. 基本方針】
・安全上重要な施設については原則として防護対象とする
が，航空機が墜落する可能性が無視できる施設又は仮に航
空機が墜落することを想定しても公衆に対して著しい放射
線被ばくのリスクを与えない以下の施設は防護対象外とす
ることを記載する。
　-主排気筒
　-主排気筒の排気筒モニタ
　-安全蒸気系のボイラ用燃料ボンベ
　-第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンのしゃへい
容器
・防護設計条件及び防護設計に係る説明は，認可を受けた
設工認申請書の「Ⅶ-2-1　航空機に対する防護設計の基本
方針」に同じであることを記載する。

Ⅶ-2-1　航空機に対する防護設計の基本方針
2.防護対象施設及び防護方法

【2.防護対象施設及び防護方法】
　三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航空機が施設に
衝突することを想定したときに，一般公衆に対して
著しい放射線被ばくのリスクを与えるおそれのある
施設は，防護対象とする。安全上重要な施設につい
ては，原則として防護対象とする。

Ⅶ-2-1　航空機に対する防護設計の基本方針
2.防護対象施設及び防護方法

【2.防護対象施設及び防護方法】
　三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航空機が施設に衝突す
ることを想定したときに，一般公衆に対して著しい放射線
被ばくのリスクを与えるおそれのある施設は，防護対象と
する。安全上重要な施設については，原則として防護対象
とする。

Ⅵ-1-1-1-5-1 航空機に対する防護設計の基本方針
2．基本方針

【2.基本方針】
 防護方法としては，建物の外壁及び屋根により建物
全体を適切に保護する方法を基本とし，放射性物質
を内蔵する防護対象施設が一箇所に集中している場
合は，建物の壁及び床により防護対象とする区画を
適切に保護する方法を用いることにより，施設の安
全性を確保する設計とする。

Ⅵ-1-1-1-5-1 航空機に対する防護設計の基本方針
2．基本方針

【2.基本方針】
 防護方法としては，建物の外壁及び屋根により建物全体を
適切に保護する方法を基本とし，放射性物質を内蔵する防
護対象施設が一箇所に集中している場合は，建物の壁及び
床により防護対象とする区画を適切に保護する方法を用い
ることにより，施設の安全性を確保する設計とする。

Ⅶ-2-1　航空機に対する防護設計の基本方針
2.防護対象施設及び防護方法

【2.防護対象施設及び防護方法】
　防護方法としては，建物の外壁及び屋根により建
物全体を適切に保護する方法を基本とし，放射性物
質を内蔵する防護対象施設が一箇所に集中している
場合は，建物の壁及び床により防護対象とする区画
を適切に保護する方法を用いる。

Ⅶ-2-1　航空機に対する防護設計の基本方針
2.防護対象施設及び防護方法

【2.防護対象施設及び防護方法】
　防護方法としては，建物の外壁及び屋根により建物全体
を適切に保護する方法を基本とし，放射性物質を内蔵する
防護対象施設が一箇所に集中している場合は，建物の壁及
び床により防護対象とする区画を適切に保護する方法を用
いる。

Ⅵ-1-1-1-5-1 航空機に対する防護設計の基本方針
2．基本方針

【2.基本方針】
　また，放射性物質を内蔵しておらず，かつ，多重
化が要求される場合は，同時に２系列破損しないよ
う十分な離隔距離をとって配置する方法を用いるこ
とにより，施設の安全性を確保する設計とする。

Ⅵ-1-1-1-5-1 航空機に対する防護設計の基本方針
2．基本方針

【2.基本方針】
　また，放射性物質を内蔵しておらず，かつ，多重化が要
求される場合は，同時に２系列破損しないよう十分な離隔
距離をとって配置する方法を用いることにより，施設の安
全性を確保する設計とする。

Ⅶ-2-1　航空機に対する防護設計の基本方針
2.防護対象施設及び防護方法

【2.防護対象施設及び防護方法】
　また，放射性物質を内包しておらず，かつ，多重
化が要求される場合は，同時に２系列破損しないよ
う十分な離隔距離をとって配置する方法を用いる。

Ⅶ-2-1　航空機に対する防護設計の基本方針
2.防護対象施設及び防護方法

【2.防護対象施設及び防護方法】
　また，放射性物質を内包しておらず，かつ，多重化が要
求される場合は，同時に２系列破損しないよう十分な離隔
距離をとって配置する方法を用いる。

Ⅵ-1-1-1-5-2　航空機に対する防護設計における分
離配置
1. 基本的な考え方
2．航空機に対する防護設計における分離配置

【1. 基本的な考え方】
　放射性物質を内蔵しておらず，かつ，多重化が要
求される施設で防護対象とする施設は，航空機の最
大長さ，２系列間にある建物・構築物等を考慮し
て，同時に２系列破損しない様十分な離隔距離を
とって配置する。
　地上施設であれば航空機の最大長さを上回る距離
をとり，かつ，２系列の間に航空機の最大長さ以上
の堅固な建物・構築物を有するように配置する。地
中構造物である洞道の場合，航空機の最大長さ以上
の距離であれば２系列同時に衝突することは考えら
れないため，航空機の最大長さ以上離して配置す
る。
　航空機に対する防護設計における分離配置の基本
的考え方については，既設工認（「Ⅶ-2-3-1-1　冷
却水設備の安全冷却水系の航空機に対する防護設計
における分離配置」）から変更なし。

Ⅵ-1-1-1-5-2　航空機に対する防護設計における分離配置
1. 基本的な考え方
2．航空機に対する防護設計における分離配置

【1. 基本的な考え方】
　放射性物質を内蔵しておらず，かつ，多重化が要求され
る施設で防護対象とする施設は，航空機の最大長さ，２系
列間にある建物・構築物等を考慮して，同時に２系列破損
しない様十分な離隔距離をとって配置する。
　地上施設であれば航空機の最大長さを上回る距離をと
り，かつ，２系列の間に航空機の最大長さ以上の堅固な建
物・構築物を有するように配置する。地中構造物である洞
道の場合，航空機の最大長さ以上の距離であれば２系列同
時に衝突することは考えられないため，航空機の最大長さ
以上離して配置する。
　航空機に対する防護設計における分離配置の基本的考え
方については，既設工認（「Ⅶ-2-3-1-1　冷却水設備の安
全冷却水系の航空機に対する防護設計における分離配
置」）から変更なし。
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上記の防護設計を踏まえ，再処理施設への航空機落下確率が防護設計の要否を
判断する基準を超えないことを評価して事業指定（変更許可）を受けている。
設工認申請時に，事業指定（変更許可）申請時から，防護設計の要否を判断す
る基準を超えるような航空路の変更等がないことを確認していることから，安
全機能を有する施設に対して追加の防護措置その他適切な措置を講ずる必要は
ない。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-5-1 航空機に対する防護設計の基本方針
2．基本方針

【2. 基本方針】
・再処理施設への航空機落下確率を評価した結果，
追加の防護設計が不要であることを記載する。

○ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-1-5-1 航空機に対する防護設計の基本方針
2．基本方針

【2. 基本方針】
・再処理施設への航空機落下確率を評価した結果，追加の
防護設計が不要であることを記載する。

6
なお，定期的に航空路の変更等の状況を確認し，追加の防護措置の要否を判断
することを保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-5-1 航空機に対する防護設計の基本方針
2．基本方針

【2. 基本方針】
・定期的に航空路の変更等の状況を確認することを
保安規定に定めて，管理することを記載する。 ○ 施設共通　基本設計方針 －

Ⅵ-1-1-1-5-1 航空機に対する防護設計の基本方針
2．基本方針

【2. 基本方針】
・定期的に航空路の変更等の状況を確認することを保安規
定に定めて，管理することを記載する。

7

(1)　防護設計条件
建物・構築物の防護設計においては，三沢対地訓練区域で多く訓練飛行を行っ
ている航空機のうち，F-16とF-4EJ改を包絡する条件として，航空機総重量
20t，速度150m/sとしたF-16相当の航空機による衝撃荷重を設定する。この衝撃
荷重はすべての方向の壁及び天井に対して直角に作用するものとする。

定義 基本方針 評価条件

Ⅶ-2-1　航空機に対する防護設計の基本方針
3. 防護設計条件

【3. 防護設計条件】
建物･構築物の防護設計においては，三沢対地訓練区
域で最も多く訓練飛行を行っていた航空機のうち，
厳しい結果を与える航空機を対象とした衝撃荷重に
係る条件に余裕を考慮し，航空機総重量20t，速度
150 m/sから求まる衝撃荷重を用いる。この衝撃荷重
は，衝突面に対し直角に作用するものとする。

○ 基本方針 －

Ⅶ-2-1　航空機に対する防護設計の基本方針
3. 防護設計条件

【3. 防護設計条件】
建物･構築物の防護設計においては，三沢対地訓練区域で最
も多く訓練飛行を行っていた航空機のうち，厳しい結果を
与える航空機を対象とした衝撃荷重に係る条件に余裕を考
慮し，航空機総重量20t，速度150 m/sから求まる衝撃荷重
を用いる。この衝撃荷重は，衝突面に対し直角に作用する
ものとする。

8

貫通限界厚さの算定についても同様に，F-16相当の航空機に余裕を考慮し，エ
ンジン重量1.9t，エンジン吸気口部直径0.98m，エンジンの衝突速度150m/sとす
る。また，F-4EJ改を考慮し，2基のエンジン（重量1.745t/基，吸気口部直径
0.992m）と等価な重量，断面積を有するエンジンとして，エンジンの重量
3.49t，エンジン吸気口部直径1.403m及びエンジンの衝突速度155m/sも貫通限界
厚さの算定に用いる。

定義 基本方針 評価条件

Ⅶ-2-1　航空機に対する防護設計の基本方針
3. 防護設計条件

【3. 防護設計条件】
貫通限界厚さの算定についても同様に，余裕を考慮
し，エンジン重量1.9トン，エンジン吸気口部直径
0.98 m，エンジンの衝突速度150 m/sとする。
 また，Ｆ－４ＥＪ改を考慮し，エンジン重量1.745
ｔ／基，エンジン吸気口部直径0.992ｍ及びエンジン
の衝突速度155ｍ／ｓも用いる。

○ 基本方針 －

Ⅶ-2-1　航空機に対する防護設計の基本方針
3. 防護設計条件

【3. 防護設計条件】
貫通限界厚さの算定についても同様に，余裕を考慮し，エ
ンジン重量1.9トン，エンジン吸気口部直径0.98 m，エンジ
ンの衝突速度150 m/sとする。
 また，Ｆ－４ＥＪ改を考慮し，エンジン重量1.745ｔ／
基，エンジン吸気口部直径0.992ｍ及びエンジンの衝突速度
155ｍ／ｓも用いる。

基本方針
基本方針
対象選定

○

○ 基本方針 －

基本方針 －

○ 基本方針 －

○

4
また，放射性物質を内蔵しておらず，かつ，多重化が要求される場合は，同時
に2系列破損しないよう十分な離隔距離をとって配置する方法を用いることによ
り，施設の安全性を確保する設計とする。

冒頭宣言
設置要求
評価要求

基本方針
安全冷却水系
第２非常用ディーゼル発電機

基本方針
対象選定
設計方針(分離配置)

1

第1章 共通項目
3.自然現象等
3.3 外部からの衝撃による損傷の防止
3.3.5 航空機落下
再処理施設の上空には三沢特別管制区があり，南方向約10kmの位置には三沢対
地訓練区域がある。三沢対地訓練区域で対地射爆撃訓練飛行中の航空機が施設
に墜落する可能性は極めて小さいが，当区域で多くの訓練飛行が行われている
という立地地点固有の社会環境等を配慮し，仮に訓練飛行中の航空機が施設に
墜落することを想定したときに，公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを
与えるおそれのある施設は，航空機に対して貫通が防止でき，かつ，航空機に
よる衝撃荷重に対して健全性が確保できる堅固な建物・構築物で適切に保護す
る等，安全確保上支障がないように設計する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

3

安全上重要な施設については原則として防護対象とする。
ただし，安全上重要な施設のうち，航空機が墜落する可能性が無視できる施設
又は仮に航空機が墜落することを想定しても公衆に対して著しい放射線被ばく
のリスクを与えない施設は，防護対象外とする。

添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

2
冒頭宣言
定義

基本方針 －

防護方法としては，建物の外壁及び屋根により建物全体を適切に保護する方法
を基本とし，放射性物質を内蔵する防護対象施設が一箇所に集中している場合
は，建物の壁及び床により防護対象とする区画を適切に保護する方法を用いる
ことにより，施設の安全性を確保する設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針
対象選定
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5

上記の防護設計を踏まえ，再処理施設への航空機落下確率が防護設計の要否を
判断する基準を超えないことを評価して事業指定（変更許可）を受けている。
設工認申請時に，事業指定（変更許可）申請時から，防護設計の要否を判断す
る基準を超えるような航空路の変更等がないことを確認していることから，安
全機能を有する施設に対して追加の防護措置その他適切な措置を講ずる必要は
ない。

冒頭宣言

6
なお，定期的に航空路の変更等の状況を確認し，追加の防護措置の要否を判断
することを保安規定に定めて，管理する。

運用要求

7

(1)　防護設計条件
建物・構築物の防護設計においては，三沢対地訓練区域で多く訓練飛行を行っ
ている航空機のうち，F-16とF-4EJ改を包絡する条件として，航空機総重量
20t，速度150m/sとしたF-16相当の航空機による衝撃荷重を設定する。この衝撃
荷重はすべての方向の壁及び天井に対して直角に作用するものとする。

定義

8

貫通限界厚さの算定についても同様に，F-16相当の航空機に余裕を考慮し，エ
ンジン重量1.9t，エンジン吸気口部直径0.98m，エンジンの衝突速度150m/sとす
る。また，F-4EJ改を考慮し，2基のエンジン（重量1.745t/基，吸気口部直径
0.992m）と等価な重量，断面積を有するエンジンとして，エンジンの重量
3.49t，エンジン吸気口部直径1.403m及びエンジンの衝突速度155m/sも貫通限界
厚さの算定に用いる。

定義

4
また，放射性物質を内蔵しておらず，かつ，多重化が要求される場合は，同時
に2系列破損しないよう十分な離隔距離をとって配置する方法を用いることによ
り，施設の安全性を確保する設計とする。

冒頭宣言
設置要求
評価要求

1

第1章 共通項目
3.自然現象等
3.3 外部からの衝撃による損傷の防止
3.3.5 航空機落下
再処理施設の上空には三沢特別管制区があり，南方向約10kmの位置には三沢対
地訓練区域がある。三沢対地訓練区域で対地射爆撃訓練飛行中の航空機が施設
に墜落する可能性は極めて小さいが，当区域で多くの訓練飛行が行われている
という立地地点固有の社会環境等を配慮し，仮に訓練飛行中の航空機が施設に
墜落することを想定したときに，公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを
与えるおそれのある施設は，航空機に対して貫通が防止でき，かつ，航空機に
よる衝撃荷重に対して健全性が確保できる堅固な建物・構築物で適切に保護す
る等，安全確保上支障がないように設計する。

冒頭宣言

3

安全上重要な施設については原則として防護対象とする。
ただし，安全上重要な施設のうち，航空機が墜落する可能性が無視できる施設
又は仮に航空機が墜落することを想定しても公衆に対して著しい放射線被ばく
のリスクを与えない施設は，防護対象外とする。

項目番
号

基本設計方針 要求種別

2
冒頭宣言
定義

防護方法としては，建物の外壁及び屋根により建物全体を適切に保護する方法
を基本とし，放射性物質を内蔵する防護対象施設が一箇所に集中している場合
は，建物の壁及び床により防護対象とする区画を適切に保護する方法を用いる
ことにより，施設の安全性を確保する設計とする。

冒頭宣言

説明対象
申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

－ － － － － － － －

－ － － － － － － －

－ － － － － － － －

－ － － － － － － －

〇 － 安全冷却水系（安全冷却水系） － － －

Ⅵ-1-1-1-5-2　航空機に対する防護設計における分
離配置
1. 基本的な考え方
2．航空機に対する防護設計における分離配置

配置変更を踏まえた分離配置の設計について説明す
る。

－ － － － － － － －

－ － － － － － － －

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第２回

第１回申請と同一

第１回申請と同一
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説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

9

(2)　防護設計
航空機衝突時の建物・構築物の損傷の評価においては，比較的硬いエンジンの
衝突による貫通等の局部的な破壊と，機体全体の衝突による鉄筋コンクリート
版等の全体的な破壊という二つの現象を考慮する。

冒頭宣言 基本方針 設計方針(評価方針)

Ⅶ-2-1　航空機に対する防護設計の基本方針
4. 建物・構築物の防護設計

【4. 建物・構築物の防護設計】
航空機衝突時の建物・構築物の損傷の評価において
は，比較的硬いエンジンの衝突による貫通等の局部
的な破壊と，機体全体の衝突による鉄筋コンクリー
ト版等の全体的な破壊という二つの現象を考慮す
る。
防護設計を行う建物・構築物は，エンジンの衝突に
よる貫通を防止でき，航空機全体の衝突荷重による
コンクリートの圧縮破壊及び鉄筋又は鋼材の破断に
よる版の全体的な破壊を防止できる構造とする。

○ 基本方針 －

Ⅶ-2-1　航空機に対する防護設計の基本方針
4. 建物・構築物の防護設計

【4. 建物・構築物の防護設計】
航空機衝突時の建物・構築物の損傷の評価においては，比
較的硬いエンジンの衝突による貫通等の局部的な破壊と，
機体全体の衝突による鉄筋コンクリート版等の全体的な破
壊という二つの現象を考慮する。
防護設計を行う建物・構築物は，エンジンの衝突による貫
通を防止でき，航空機全体の衝突荷重によるコンクリート
の圧縮破壊及び鉄筋又は鋼材の破断による版の全体的な破
壊を防止できる構造とする。

10
防護設計を行う建物・構築物は，エンジンの衝突による貫通を防止でき，航空
機全体の衝突荷重によるコンクリートの圧縮破壊及び鉄筋又は鋼材の破断によ
る版の全体的な破壊を防止できる構造とする。

評価要求

使用済燃料輸送容器管理建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋
制御建屋
低レベル廃液処理建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第1ガラス固化体貯蔵建屋
低レベル廃棄物処理建屋
ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋
ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建屋
第2低レベル廃棄物貯蔵建屋
分析建屋
非常用電源建屋
洞道

設計方針(評価方針)

Ⅶ-2-1　航空機に対する防護設計の基本方針
4. 建物・構築物の防護設計

【4. 建物・構築物の防護設計】
・エンジン衝突による貫通及び機体全体の衝突によ
る防護版の全体破壊の場合について、それぞれの計
算式を示す。

○ 基本方針 －

Ⅶ-2-1　航空機に対する防護設計の基本方針
4. 建物・構築物の防護設計

【4. 建物・構築物の防護設計】
・エンジン衝突による貫通及び機体全体の衝突による防護
版の全体破壊の場合について、それぞれの計算式を示す。

11
外壁等に設けられた開口部のうち開口面積の大きいものは，迷路構造(建屋内壁
による防護等)により開口内部を直接見込めない構造とすること等によって防護
する設計とする。

評価要求（防護
扉等）

設置要求（迷路
構造）

使用済燃料輸送容器管理建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
第1ガラス固化体貯蔵建屋
非常用電源建屋
ウラン脱硝建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋
制御建屋
低レベル廃液処理建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
低レベル廃棄物処理建屋
ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋
ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建屋
第2低レベル廃棄物貯蔵建屋
分析建屋

設計方針（評価方針）

設計方針（構造）

Ⅶ-2-1　航空機に対する防護設計の基本方針
4. 建物・構築物の防護設計

【4. 建物・構築物の防護設計】
外壁等に設けられた開口部について，開口面積の大
きいものは，迷路構造により開口内部を直接見込め
ない構造とすること等によって防護設計を行う。

○ 基本方針 －

Ⅶ-2-1　航空機に対する防護設計の基本方針
4. 建物・構築物の防護設計

【4. 建物・構築物の防護設計】
外壁等に設けられた開口部について，開口面積の大きいも
のは，迷路構造により開口内部を直接見込めない構造とす
ること等によって防護設計を行う。

12

なお，航空機墜落に伴う搭載燃料の燃焼による火災に対して，十分な耐火性能
を有する鉄筋コンクリート版等により，防護対象とする施設を防護する設計と
する。航空機墜落に伴う搭載燃料の燃焼による火災に係る設計方針について
は，「3.3.3 外部火災 (3)a.(c)航空機墜落による火災に対する防護対策」に示
す。

設置要求
評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
第1ガラス固化体貯蔵建屋
非常用電源建屋
ウラン脱硝建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋
制御建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋

設計方針(構造)

Ⅶ-2-1　航空機に対する防護設計の基本方針
4. 建物・構築物の防護設計

【4. 建物・構築物の防護設計】
航空機墜落に伴う搭載燃料の燃焼による火災に対し
て，十分な耐火性能を有する鉄筋コンクリート版等
により，防護対象とする施設を防護する。

○ 基本方針 －

Ⅶ-2-1　航空機に対する防護設計の基本方針
4. 建物・構築物の防護設計

【4. 建物・構築物の防護設計】
航空機墜落に伴う搭載燃料の燃焼による火災に対して，十
分な耐火性能を有する鉄筋コンクリート版等により，防護
対象とする施設を防護する。
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項目番
号

基本設計方針 要求種別

9

(2)　防護設計
航空機衝突時の建物・構築物の損傷の評価においては，比較的硬いエンジンの
衝突による貫通等の局部的な破壊と，機体全体の衝突による鉄筋コンクリート
版等の全体的な破壊という二つの現象を考慮する。

冒頭宣言

10
防護設計を行う建物・構築物は，エンジンの衝突による貫通を防止でき，航空
機全体の衝突荷重によるコンクリートの圧縮破壊及び鉄筋又は鋼材の破断によ
る版の全体的な破壊を防止できる構造とする。

評価要求

11
外壁等に設けられた開口部のうち開口面積の大きいものは，迷路構造(建屋内壁
による防護等)により開口内部を直接見込めない構造とすること等によって防護
する設計とする。

評価要求（防護
扉等）

設置要求（迷路
構造）

12

なお，航空機墜落に伴う搭載燃料の燃焼による火災に対して，十分な耐火性能
を有する鉄筋コンクリート版等により，防護対象とする施設を防護する設計と
する。航空機墜落に伴う搭載燃料の燃焼による火災に係る設計方針について
は，「3.3.3 外部火災 (3)a.(c)航空機墜落による火災に対する防護対策」に示
す。

設置要求
評価要求

説明対象
申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

－ － － － － － － －

△ 基本方針 基本方針 － － － － －

△ 基本方針 基本方針 － － － － －

△ 基本方針 基本方針 － － － － －

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（落雷））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第1章　共通項目
3.自然現象等
3.3 外部からの衝撃による損傷の防止
3.3.6 落雷
（１）防護すべき施設及び設計方針
安全機能を有する施設は，想定される落雷が発生した場合においても，安
全機能を損なわない設計とする。また，直撃雷による再処理施設への影響
及び間接雷による雷サージによる影響のそれぞれを考慮するとともに，再
処理施設の建物及び構築物は広範囲に分散して設置されていること，それ
らの中には雷撃を受けやすい高い構築物があること，建屋間には，配管，
ケーブルを収納する洞道が設置され，各施設の監視及び制御を制御建屋で
集中的に実施するという特徴を踏まえて耐雷設計を行う。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.　落雷防護に係る基本方針
2.1　基本方針

【2.1　落雷防護設計に係る基本方針】
　安全機能を有する施設は，想定される落雷が発
生した場合においても，安全機能を損なわない設
計とする。また，直撃雷による再処理施設への影
響及び間接雷による雷サージによる影響のそれぞ
れを考慮するとともに，再処理施設の建物及び構
築物は広範囲に分散して設置されていること，そ
れらの中には雷撃を受けやすい高い構築物がある
こと，建屋間には，配管，ケーブルを収納する洞
道が設置され，各施設の監視及び制御を制御建屋
で集中的に実施するという特徴を踏まえて耐雷設
計を行う。

― ― 〇 基本方針 ―

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.　落雷防護に係る基本方針
2.1　基本方針

【2.1　落雷防護設計に係る基本方針】
　安全機能を有する施設は，想定される落雷が発
生した場合においても，安全機能を損なわない設
計とする。また，直撃雷による再処理施設への影
響及び間接雷による雷サージによる影響のそれぞ
れを考慮するとともに，再処理施設の建物及び構
築物は広範囲に分散して設置されていること，そ
れらの中には雷撃を受けやすい高い構築物がある
こと，建屋間には，配管，ケーブルを収納する洞
道が設置され，各施設の監視及び制御を制御建屋
で集中的に実施するという特徴を踏まえて耐雷設
計を行う。

Ⅵ－１－１－１－６－２　落雷への配慮に関する
基本方針
2.　落雷の影響を考慮する施設の選定
2.1　直撃雷の影響を考慮する施設の選定
2.1.1　直撃雷の影響を考慮する施設の選定の基
本方針
2.1.2　直撃雷の影響を考慮する施設
（１）落雷防護対象施設を収納する建屋
（２）屋外の落雷防護対象施設
（３）落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物
2.2　間接雷の影響を考慮する施設の選定

【2.1.1　直撃雷の影響を考慮する施設の選定の
基本方針】
　直撃雷は外気にさらされた建屋及び屋外施設に
対して影響を及ぼすことから，落雷防護対象施設
を収納する建屋，屋外の落雷防護対象施設及び落
雷防護対象施設を覆う金属製の構築物を直撃雷の
影響を考慮する施設として選定する。
　なお、北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換
気筒は，落雷防護対象施設等ではないものの、雷
撃電流150kAを超えかつ主排気筒に捕捉されない
直撃雷を捕捉するため，主排気筒と同等の避雷設
備を設ける設計とすることを踏まえ、主排気筒以
外の高い構築物として「Ⅵ－１－１－１－６－３
落雷の影響を考慮する施設の設計方針」にて設計
方針を説明する。

【2.1.1　直撃雷の影響を考慮する施設の選定の
基本方針】
　直撃雷は外気にさらされた建屋及び屋外施設に
対して影響を及ぼすことから，落雷防護対象施設
を収納する建屋，屋外の落雷防護対象施設及び落
雷防護対象施設を覆う金属製の構築物を直撃雷の
影響を考慮する施設として選定する。
　なお、北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換
気筒は，落雷防護対象施設等ではないものの、雷
撃電流150kAを超えかつ主排気筒に捕捉されない
直撃雷を捕捉するため，主排気筒と同等の避雷設
備を設ける設計とすることを踏まえ、主排気筒以
外の高い構築物として「Ⅵ－１－１－１－６－３
落雷の影響を考慮する施設の設計方針」にて設計
方針を説明する。

【2.1.2（１）落雷防護対象施設を収納する建
屋】
　建屋内の落雷防護対象施設は，建屋によって直
撃雷から防護される。したがって，直撃雷の影響
を考慮する施設としては，落雷防護対象施設を収
納する建屋を選定する。選定した落雷防護対象施
設を収納する建屋を列記して示す。

【2.1.2（１）落雷防護対象施設を収納する建
屋】
　建屋内の落雷防護対象施設は，建屋によって直
撃雷から防護される。したがって，直撃雷の影響
を考慮する施設としては，落雷防護対象施設を収
納する建屋を選定する。選定した落雷防護対象施
設を収納する建屋を列記して示す。

【2.1.2（２）屋外の落雷防護対象施設】
　選定した屋外の落雷防護対象施設を収納する建
屋を列記して示す。

【2.1.2（２）屋外の落雷防護対象施設】
　選定した屋外の落雷防護対象施設を収納する建
屋を列記して示す。

【2.1.2（３）落雷防護対象施設を覆う金属製の
構築物】
　選定した落雷防護対象施設を覆う金属製の構築
物を列記して示す。

【2.1.2（３）落雷防護対象施設を覆う金属製の
構築物】
　選定した落雷防護対象施設を覆う金属製の構築
物を列記して示す。

【2.2.1　間接雷の影響を考慮する施設の選定の
基本方針】
　再処理施設の建物および構築物は広範囲に分散
して設置されており，かつ，再処理施設の建屋間
には配管，ダクト及びケーブルを収納する洞道が
設置されている。再処理施設の監視及び制御は，
洞道内に設置されるケーブルを介して，制御建屋
で集中的に実施する設計としており，また，再処
理施設の電気設備は，洞道内に設置されるケーブ
ルを介して，高圧主系統から複数の建屋に設置さ
れる高圧系統及び低圧系統を経て各々の機器へ給
電する設計としている。
　一方，間接雷は，建屋及び屋外施設への落雷に
より，雷撃電流が避雷設備を介して大地へ拡散及
び分流する過程で各建屋に接地電位の差を生じさ
せ，建屋間で取り合う計測制御系統施設，放射線
監視設備及び電気設備（以下，「計測制御系統施
設等」という。）に影響を及ぼし得る。
　以上のような再処理施設の特徴及び間接雷の影
響を考慮し，間接雷の影響を考慮する施設として
は，建屋間で取り合う落雷防護対象施設のうち計
測制御系統施設等を選定する。

【2.2.1　間接雷の影響を考慮する施設の選定の
基本方針】
　再処理施設の建物および構築物は広範囲に分散
して設置されており，かつ，再処理施設の建屋間
には配管，ダクト及びケーブルを収納する洞道が
設置されている。再処理施設の監視及び制御は，
洞道内に設置されるケーブルを介して，制御建屋
で集中的に実施する設計としており，また，再処
理施設の電気設備は，洞道内に設置されるケーブ
ルを介して，高圧主系統から複数の建屋に設置さ
れる高圧系統及び低圧系統を経て各々の機器へ給
電する設計としている。
　一方，間接雷は，建屋及び屋外施設への落雷に
より，雷撃電流が避雷設備を介して大地へ拡散及
び分流する過程で各建屋に接地電位の差を生じさ
せ，建屋間で取り合う計測制御系統施設，放射線
監視設備及び電気設備（以下，「計測制御系統施
設等」という。）に影響を及ぼし得る。
　以上のような再処理施設の特徴及び間接雷の影
響を考慮し，間接雷の影響を考慮する施設として
は，建屋間で取り合う落雷防護対象施設のうち計
測制御系統施設等を選定する。

【2.2.2（１）建屋間で取り合う落雷防護対象施
設のうち計測制御系統施設】
　建屋間で取り合う落雷防護対象施設のうち計測
制御系統施設に該当するものを列記して示す。

【2.2.2（１）建屋間で取り合う落雷防護対象施
設のうち計測制御系統施設】
　建屋間で取り合う落雷防護対象施設のうち計測
制御系統施設に該当するものを列記して示す。

【2.2.2（２）建屋間で取り合う落雷防護対象施
設のうち放射線監視設備】
　建屋間で取り合う落雷防護対象施設のうち放射
線監視設備に該当するものを列記して示す。

【2.2.2（２）建屋間で取り合う落雷防護対象施
設のうち放射線監視設備】
　建屋間で取り合う落雷防護対象施設のうち放射
線監視設備に該当するものを列記して示す。

【2.2.2（３）建屋間で取り合う落雷防護対象施
設のうち電気設備】
　建屋間で取り合う落雷防護対象施設のうち電気
設備に該当するものを列記して示す。

【2.2.2（３）建屋間で取り合う落雷防護対象施
設のうち電気設備】
　建屋間で取り合う落雷防護対象施設のうち電気
設備に該当するものを列記して示す。

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.1　落雷防護に対する設計方針

【2.1.1　落雷防護対象施設及び落雷防護に対す
る設計方針】
・また，落雷防護対象施設等に波及的影響を及ぼ
して安全機能を損なわせるおそれがある施設（以
下，「落雷防護対象施設等に波及的影響を及ぼし
得る施設」という。）の影響を考慮した設計とす
る。

― ―

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.1　落雷防護に対する設計方針

【2.1.1　落雷防護対象施設及び落雷防護に対す
る設計方針】
・また，落雷防護対象施設等に波及的影響を及ぼ
して安全機能を損なわせるおそれがある施設（以
下，「落雷防護対象施設等に波及的影響を及ぼし
得る施設」という。）の影響を考慮した設計とす
る。

Ⅵ－１－１－１－６－２　落雷への配慮に関する
基本方針
2.3　落雷防護対象施設等に波及的影響を及ぼし
得る施設の選定

【2.3　落雷防護対象施設等に波及的影響を及ぼ
し得る施設の選定】
　落雷防護対象施設に，直撃雷による波及的影響
及び間接雷による波及的影響を及ぼし得る施設が
ないことを説明する。

Ⅵ－１－１－１－６－２　落雷への配慮に関する
基本方針
2.3　落雷防護対象施設等に波及的影響を及ぼし
得る施設の選定

【2.3　落雷防護対象施設等に波及的影響を及ぼ
し得る施設の選定】
　落雷防護対象施設に，直撃雷による波及的影響
及び間接雷による波及的影響を及ぼし得る施設が
ないことを説明する。

4

落雷防護対象施設等以外の安全機能を有する施設は，落雷の影響に対して
機能を維持すること，落雷による損傷を考慮して代替設備により必要な機
能を確保すること，安全上支障のない期間での修理を行うこと又はそれら
を適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわない設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.1　落雷防護に対する設計方針

【2.1.1　落雷防護対象施設及び落雷防護に対す
る設計方針】
　落雷防護対象施設等以外の安全機能を有する施
設は，落雷の影響に対して機能を維持すること，
落雷による損傷を考慮して代替設備により必要な
機能を確保すること，安全上支障のない期間での
修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせる
ことにより，その安全機能を損なわない設計とす
る。

― ― 〇 基本方針 ―

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.1　落雷防護に対する設計方針

【2.1.1　落雷防護対象施設及び落雷防護に対す
る設計方針】
　落雷防護対象施設等以外の安全機能を有する施
設は，落雷の影響に対して機能を維持すること，
落雷による損傷を考慮して代替設備により必要な
機能を確保すること，安全上支障のない期間での
修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせる
ことにより，その安全機能を損なわない設計とす
る。

5
また，上記の代替設備により必要な機能を確保すること及び安全上支障の
ない期間での修理を行うことを保安規定に定めて，管理する。

運用要求
施設共通 基本設計方針（安全上重要な施設に含
まれない安全機能を有する施設に対する運用上の

措置）
基本方針

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.1　落雷防護に対する設計方針

【2.1.1　落雷防護対象施設及び落雷防護に対す
る設計方針】
　また，上記の代替設備により必要な機能を確保
すること及び安全上支障のない期間での修理を行
うことを保安規定に定めて，管理する。

― ― 〇 施設共通 基本設計方針 ―

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.1　落雷防護に対する設計方針

【2.1.1　落雷防護対象施設及び落雷防護に対す
る設計方針】
　また，上記の代替設備により必要な機能を確保
すること及び安全上支障のない期間での修理を行
うことを保安規定に定めて，管理する。

Ⅵ－１－１－１－６－２　落雷への配慮に関する
基本方針
2.　落雷の影響を考慮する施設の選定
2.1　直撃雷の影響を考慮する施設の選定
2.1.1　直撃雷の影響を考慮する施設の選定の基
本方針
2.1.2　直撃雷の影響を考慮する施設
（１）落雷防護対象施設を収納する建屋
（２）屋外の落雷防護対象施設
（３）落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物
2.2　間接雷の影響を考慮する施設の選定

2.2.1　間接雷の影響を考慮する施設の選定の基
本方針
2.2.2　間接雷の影響を考慮する施設
（１）建屋間で取り合う落雷防護対象施設のうち
計測制御系統施設
（２）建屋間で取り合う落雷防護対象施設のうち
放射線監視設備
（３）建屋間で取り合う落雷防護対象施設のうち
電気設備

0

〇

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.1　落雷防護対象施設及び落雷防護に対する
設計方針

【2.1.1　落雷防護対象施設及び落雷防護に対す
る設計方針】
　落雷から防護する施設（以下，「落雷防護対象
施設」という。）としては，安全評価上その機能
を期待する建物・構築物，系統及び機器を漏れな
く抽出する観点から，安全上重要な機能を有する
建物・構築物,系統及び機器を対象とする。
　落雷防護対象施設は，落雷によってもたらされ
る直撃雷の影響を考慮すると，以下のように施設
分類できる。
 建屋内の落雷防護対象施設
 屋外の落雷防護対象施設
　ただし，屋外の落雷防護対象施設には，金属製
の構造体利用の避雷設備を設置する設備があるた
め，以下に分類されるものがある。
 金属製の構築物で覆われる屋外の落雷防護対
象施設
　さらに，落雷防護対象施設は，間接雷によって
複数の建屋等の間で生じる電位差の影響を考慮す
ると， 以下のように施設分類できる。
 建屋間で取り合う落雷防護対象施設
 落雷防護対象施設，落雷防護対象施設を収納す
る建屋及び落雷防護対象施設を覆う金属製の構築
物（以下，「落雷防護対象施設等」という。）
は，落雷の影響により落雷防護対象施設の安全機
能を損なわない設計とする。

― ―

【2.1.1　落雷防護対象施設及び落雷防護に対す
る設計方針】
　落雷から防護する施設（以下，「落雷防護対象
施設」という。）としては，安全評価上その機能
を期待する建物・構築物，系統及び機器を漏れな
く抽出する観点から，安全上重要な機能を有する
建物・構築物,系統及び機器を対象とする。
　落雷防護対象施設は，落雷によってもたらされ
る直撃雷の影響を考慮すると，以下のように施設
分類できる。
 建屋内の落雷防護対象施設
 屋外の落雷防護対象施設
　ただし，屋外の落雷防護対象施設には，金属製
の構造体利用の避雷設備を設置する設備があるた
め，以下に分類されるものがある。
 金属製の構築物で覆われる屋外の落雷防護対
象施設
　さらに，落雷防護対象施設は，間接雷によって
複数の建屋等の間で生じる電位差の影響を考慮す
ると， 以下のように施設分類できる。
 建屋間で取り合う落雷防護対象施設
 落雷防護対象施設，落雷防護対象施設を収納す
る建屋及び落雷防護対象施設を覆う金属製の構築
物（以下，「落雷防護対象施設等」という。）
は，落雷の影響により落雷防護対象施設の安全機
能を損なわない設計とする。

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.1　落雷防護対象施設及び落雷防護に対する
設計方針

〇 基本方針
基本設計
対象選定

基本方針

第１回

基本方針 ―

―

落雷から防護する施設（以下，「落雷防護対象施設」という。）として
は，安全評価上その機能を期待する建物・構築物，系統及び機器を漏れな
く抽出する観点から，安全上重要な機能を有する建物・構築物,系統及び
機器を対象とする。落雷防護対象施設には，建屋内に設置されるもの，屋
外に設置されるもの及び屋外に設置され金属製の構築物で覆われるものが
ある。したがって，落雷防護対象施設，落雷防護対象施設を収納する建屋
及び落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物（以下，「落雷防護対象施設
等」という。）は，落雷の影響により落雷防護対象施設の安全機能を損な
わない設計とする。

冒頭宣言

冒頭宣言

項目
番号

基本設計方針 要求種別

また，落雷防護対象施設等に波及的影響を及ぼして安全機能を損なわせる
おそれがある施設（以下，「落雷防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得
る施設」という。）の影響を考慮した設計とする。

2

3

添付書類　構成（１） 添付書類　構成（２）

基本方針
基本設計
対象選定

添付書類　説明内容（２）添付書類　説明内容（１）主な設備 展開事項
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（落雷））

別紙２

1

第1章　共通項目
3.自然現象等
3.3 外部からの衝撃による損傷の防止
3.3.6 落雷
（１）防護すべき施設及び設計方針
安全機能を有する施設は，想定される落雷が発生した場合においても，安
全機能を損なわない設計とする。また，直撃雷による再処理施設への影響
及び間接雷による雷サージによる影響のそれぞれを考慮するとともに，再
処理施設の建物及び構築物は広範囲に分散して設置されていること，それ
らの中には雷撃を受けやすい高い構築物があること，建屋間には，配管，
ケーブルを収納する洞道が設置され，各施設の監視及び制御を制御建屋で
集中的に実施するという特徴を踏まえて耐雷設計を行う。

冒頭宣言

4

落雷防護対象施設等以外の安全機能を有する施設は，落雷の影響に対して
機能を維持すること，落雷による損傷を考慮して代替設備により必要な機
能を確保すること，安全上支障のない期間での修理を行うこと又はそれら
を適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわない設計とす
る。

冒頭宣言

5
また，上記の代替設備により必要な機能を確保すること及び安全上支障の
ない期間での修理を行うことを保安規定に定めて，管理する。

運用要求

落雷から防護する施設（以下，「落雷防護対象施設」という。）として
は，安全評価上その機能を期待する建物・構築物，系統及び機器を漏れな
く抽出する観点から，安全上重要な機能を有する建物・構築物,系統及び
機器を対象とする。落雷防護対象施設には，建屋内に設置されるもの，屋
外に設置されるもの及び屋外に設置され金属製の構築物で覆われるものが
ある。したがって，落雷防護対象施設，落雷防護対象施設を収納する建屋
及び落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物（以下，「落雷防護対象施設
等」という。）は，落雷の影響により落雷防護対象施設の安全機能を損な
わない設計とする。

冒頭宣言

冒頭宣言

項目
番号

基本設計方針 要求種別

また，落雷防護対象施設等に波及的影響を及ぼして安全機能を損なわせる
おそれがある施設（以下，「落雷防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得
る施設」という。）の影響を考慮した設計とする。

2

3

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第２回

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一
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別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回
項目
番号

基本設計方針 要求種別 添付書類　構成（１） 添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）添付書類　説明内容（１）主な設備 展開事項

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.1　落雷防護に対する設計方針

【2.1.1　落雷防護対象施設及び落雷防護に対す
る設計方針】
　なお，使用済燃料収納キャスクは，再処理施設
内に一時的に保管されることを踏まえ，落雷によ
り使用済燃料収納キャスクを収納する建屋が使用
済燃料収納キャスクに対して波及的破損を与えな
い設計とする。
上記に示した設計方針に基づき，落雷防護対象施
設が落雷の影響によって安全機能を損なわないよ
うに，落雷の影響を考慮する施設を選定して防護
設計を行う。落雷の影響を考慮する施設の選定に
ついては，「Ⅵ－１－１－１－６－２　落雷の影
響を考慮する施設の選定」に示す。

― ―

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.1　落雷防護に対する設計方針

【2.1.1　落雷防護対象施設及び落雷防護に対す
る設計方針】
　なお，使用済燃料収納キャスクは，再処理施設
内に一時的に保管されることを踏まえ，落雷によ
り使用済燃料収納キャスクを収納する建屋が使用
済燃料収納キャスクに対して波及的破損を与えな
い設計とする。
上記に示した設計方針に基づき，落雷防護対象施
設が落雷の影響によって安全機能を損なわないよ
うに，落雷の影響を考慮する施設を選定して防護
設計を行う。落雷の影響を考慮する施設の選定に
ついては，「Ⅵ－１－１－１－６－２　落雷の影
響を考慮する施設の選定」に示す。

Ⅵ－１－１－１－６－２　落雷への配慮に関する
基本方針
2.4　使用済燃料収納キャスクを収納する建屋

【2.4　使用済燃料収納キャスクを収納する建
屋】
　使用済燃料収納キャスクを収納する建屋は，落
雷防護対象施設を収納する建屋と同様に直撃雷の
影響を考慮する施設として選定する。使用済燃料
収納キャスクを収納する建屋を列記して示す。

Ⅵ－１－１－１－６－２　落雷への配慮に関する
基本方針
2.4　使用済燃料収納キャスクを収納する建屋

【2.4　使用済燃料収納キャスクを収納する建
屋】
　使用済燃料収納キャスクを収納する建屋は，落
雷防護対象施設を収納する建屋と同様に直撃雷の
影響を考慮する施設として選定する。使用済燃料
収納キャスクを収納する建屋を列記して示す。

7

（２）想定する落雷の規模及び荷重の組合せ
耐雷設計においては，再処理施設が立地する地域の気候，再処理事業所及
びその周辺の過去の観測値に安全余裕を見込んで，想定する落雷の規模
を，事業指定（変更許可）を受けた270kAとする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.2　想定する落雷の規模及び荷重の組合せ
（１）想定する落雷の規模

【2.1.2（１）想定する落雷の規模】
　耐雷設計においては，再処理施設が立地する地
域の気候，再処理事業所及びその周辺の過去の観
測値に安全余裕を見込んで，想定する落雷の規模
を設定する。
　再処理事業所及びその周辺で過去に観測された
最大の落雷の雷撃電流値は211kAである。観測さ
れる雷撃電流値の精度は夏季雷と冬季雷で違いが
あり，夏季雷はほぼ正確と言われているが，冬季
雷では15～20％程度低く算出されるとの報告もあ
る。再処理事業所及びその周辺で観測された最大
の雷撃電流値は夏季に観測されたものであるが，
観測データは過去約15年間のものであることを考
慮し，想定する落雷の規模は安全余裕を見込んで
270kAとする。

― ― 〇 基本方針 ―

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.2　想定する落雷の規模及び荷重の組合せ
（１）想定する落雷の規模

【2.1.2（１）想定する落雷の規模】
　耐雷設計においては，再処理施設が立地する地
域の気候，再処理事業所及びその周辺の過去の観
測値に安全余裕を見込んで，想定する落雷の規模
を設定する。
　再処理事業所及びその周辺で過去に観測された
最大の落雷の雷撃電流値は211kAである。観測さ
れる雷撃電流値の精度は夏季雷と冬季雷で違いが
あり，夏季雷はほぼ正確と言われているが，冬季
雷では15～20％程度低く算出されるとの報告もあ
る。再処理事業所及びその周辺で観測された最大
の雷撃電流値は夏季に観測されたものであるが，
観測データは過去約15年間のものであることを考
慮し，想定する落雷の規模は安全余裕を見込んで
270kAとする。

9

（３）落雷に対する防護対策
一般的に落雷は高い建物及び構築物に対して発生しやすいという特徴があ
り，再処理施設では最も高い構築物である主排気筒に落雷が発生しやすい
ことから，雷撃電流と雷撃距離の関係を考慮すると，想定する雷撃電流
270kAの落雷は主排気筒にて捕捉される。したがって，主排気筒を想定す
る雷撃電流270kAの落雷の雷撃点として防護設計を行う。
また，落雷の特徴を踏まえると，落雷は主排気筒等の高い構築物にて捕捉
されやすいため，雷撃電流と雷撃距離の関係を考慮すると，雷撃電流
150kA以上の落雷は主排気筒等の高い構築物で捕捉される。したがって，
主排気筒を除く落雷防護対象施設等は，雷撃電流150kAの落雷を考慮して
防護設計を行う。主排気筒以外の高い構築物は，150kAを超え，かつ，主
排気筒に捕捉されない落雷を捕捉することを考慮した設計とする。

定義 基本方針 設計方針

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.3　落雷の影響に対する防護設計
（１）雷撃点と雷撃電流の設定

【2.1.3（１）雷撃点と雷撃電流の設定】
　一般的に落雷は高い建物及び構築物に対して発生し
やすいという特徴があり，再処理施設では最も高い構
築物である主排気筒（高さ150m）に落雷が発生しやす
い。また，雷撃電流が大きくなるほど雷撃距離が長く
なること及び雷撃電流と雷撃距離の関係（Armstrong &
Whiteheadの式）を考慮すると，落雷防護対象施設等に
対して想定する雷撃電流270kAの落雷は，第2.1.3-1図
に示す通り主排気筒にて捕捉されると考えられる。し
たがって，主排気筒を想定される雷撃電流270kAの落雷
の雷撃点として防護設計を行う。
　また，落雷が高い建物及び構築物に発生しやすい特
徴を踏まえ，主排気筒を除く落雷防護対象施設等は，
主排気筒等の高い構築物にて捕捉される落雷を考慮し
て防護設計を行う。具体的には，雷撃電流150kA以上の
落雷は，第2.1.3-1図に示す通り，主排気筒並びに主排
気筒の次に高い北換気筒（高さ75m）及び低レベル廃棄
物処理建屋換気筒（高さ75m）によって捕捉される。し
たがって，主排気筒を除く落雷防護対象施設等におい
て想定される落雷の規模は150kAよりも小さくなるが，
これらの施設に対しては雷撃電流150kAの落雷を考慮し
て防護設計を行う。北換気筒及び低レベル廃棄物処理
建屋換気筒は，150kAを超え，かつ，主排気筒に捕捉さ
れない落雷を補足することを考慮した設計とする。

― ― 〇 基本方針 ―

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.3　落雷の影響に対する防護設計
（１）雷撃点と雷撃電流の設定

【2.1.3（１）雷撃点と雷撃電流の設定】
　一般的に落雷は高い建物及び構築物に対して発生し
やすいという特徴があり，再処理施設では最も高い構
築物である主排気筒（高さ150m）に落雷が発生しやす
い。また，雷撃電流が大きくなるほど雷撃距離が長く
なること及び雷撃電流と雷撃距離の関係（Armstrong &
Whiteheadの式）を考慮すると，落雷防護対象施設等に
対して想定する雷撃電流270kAの落雷は，第2.1.3-1図
に示す通り主排気筒にて捕捉されると考えられる。し
たがって，主排気筒を想定される雷撃電流270kAの落雷
の雷撃点として防護設計を行う。
　また，落雷が高い建物及び構築物に発生しやすい特
徴を踏まえ，主排気筒を除く落雷防護対象施設等は，
主排気筒等の高い構築物にて捕捉される落雷を考慮し
て防護設計を行う。具体的には，雷撃電流150kA以上の
落雷は，第2.1.3-1図に示す通り，主排気筒並びに主排
気筒の次に高い北換気筒（高さ75m）及び低レベル廃棄
物処理建屋換気筒（高さ75m）によって捕捉される。し
たがって，主排気筒を除く落雷防護対象施設等におい
て想定される落雷の規模は150kAよりも小さくなるが，
これらの施設に対しては雷撃電流150kAの落雷を考慮し
て防護設計を行う。北換気筒及び低レベル廃棄物処理
建屋換気筒は，150kAを超え，かつ，主排気筒に捕捉さ
れない落雷を補足することを考慮した設計とする。

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.3　落雷の影響に対する防護設計
（２）直撃雷に対する防護設計

【2.1.3（２）直撃雷に対する防護設計】
　落雷防護対象施設等は，直撃雷に対して避雷設
備を設置すること等により，落雷防護対象施設の
安全機能を損なわない設計とする。
　具体的には，屋外の落雷防護対象施設のうち主
排気筒は，雷撃電流270kAの直撃雷の影響を考慮
して，「原子力発電所の耐雷指針」（JEAG4608）
及び建築基準法に基づき，日本産業規格（JIS
A4201）に準拠した避雷設備を設置することによ
り，安全機能を損なわない設計とする。

― ―

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.3　落雷の影響に対する防護設計
（２）直撃雷に対する防護設計

【2.1.3（２）直撃雷に対する防護設計】
　落雷防護対象施設等は，直撃雷に対して避雷設
備を設置すること等により，落雷防護対象施設の
安全機能を損なわない設計とする。
　具体的には，屋外の落雷防護対象施設のうち主
排気筒は，雷撃電流270kAの直撃雷の影響を考慮
して，「原子力発電所の耐雷指針」（JEAG4608）
及び建築基準法に基づき，日本産業規格（JIS
A4201）に準拠した避雷設備を設置することによ
り，安全機能を損なわない設計とする。

Ⅵ－１－１－１－６－３　落雷の影響を考慮する
施設の設計方針
3.　要求機能及び性能目標
3.1　直撃雷の影響を考慮する施設
3.1.2　屋外の落雷防護対象施設
（１）要求機能
（２）性能目標
4.　機能設計
4.1　直撃雷の影響を考慮する施設

【3.1.2（１）要求機能】
　屋外の落雷防護対象施設は，直撃雷によって安
全機能を損なわないことが要求される。
【3.1.2（２）性能目標】
・屋外の落雷防護対象施設は，直撃雷に対して落
雷防護対象施設が有する安全機能を維持すること
ができるよう，避雷設備によって雷撃電流を安全
に受雷部から大地に放流できることを機能設計上
の性能目標とする。
・避雷設備の設計方針を説明する。

Ⅵ－１－１－１－６－３　落雷の影響を考慮する
施設の設計方針
3.　要求機能及び性能目標
3.1　直撃雷の影響を考慮する施設
3.1.2　屋外の落雷防護対象施設
（１）要求機能
（２）性能目標
4.　機能設計
4.1　直撃雷の影響を考慮する施設

【3.1.2（１）要求機能】
　屋外の落雷防護対象施設は，直撃雷によって安
全機能を損なわないことが要求される。
【3.1.2（２）性能目標】
・屋外の落雷防護対象施設は，直撃雷に対して落
雷防護対象施設が有する安全機能を維持すること
ができるよう，避雷設備によって雷撃電流を安全
に受雷部から大地に放流できることを機能設計上
の性能目標とする。
・避雷設備の設計方針を説明する。

4.1.2　屋外の落雷防護対象施設
【4.1.2　屋外の落雷防護対象施設】
屋外の落雷防護対象施設に対する機能設計を示
す。

4.1.2　屋外の落雷防護対象施設 【4.1.2　屋外の落雷防護対象施設】
屋外の落雷防護対象施設に対する機能設計を示
す。

4.1.3　落雷防護対象施設を覆う構築物

【4.1.3　落雷防護対象施設を覆う構築物】
・落雷防護対象施設を覆う構築物は，「3.　要求
機能及び性能目標」の「3.1.3（２）性能目標」
で設定している機能設計上の性能目標を達成する
ため，「原子力発電所の耐雷指針」
（JEAG4608），建築基準法及び消防法に基づき，
日本産業規格（JIS A4201）に準拠した避雷設備
を設置する設計とする。
・避雷設備の設計方針を説明する。

4.1.3　落雷防護対象施設を覆う構築物 【4.1.3　落雷防護対象施設を覆う構築物】
・落雷防護対象施設を覆う構築物は，「3.　要求
機能及び性能目標」の「3.1.3（２）性能目標」
で設定している機能設計上の性能目標を達成する
ため，「原子力発電所の耐雷指針」
（JEAG4608），建築基準法及び消防法に基づき，
日本産業規格（JIS A4201）に準拠した避雷設備
を設置する設計とする。
・避雷設備の設計方針を説明する。

〇

―基本方針〇

〇

―基本方針

―基本方針

【2.1.2（２）荷重の組合せ】
　落雷と同時に発生する可能性がある竜巻，積雪，降
雹及び降水については，これらが落雷防護対象施設等
に及ぼす影響を考慮したうえで，落雷との組合せを適
切に考慮する。これらの自然現象と落雷の組合せの考
え方は以下のとおりである。
a.竜巻
　竜巻による影響は風荷重，飛来物の衝突荷重及び気
圧差による機械的な荷重であり，落雷と竜巻の組み合
わせを考慮しても，落雷によって流れる雷撃電流及び
複数の建屋等の間で生じる電位差を増長させるもので
はないため，落雷と竜巻の組合せは考慮しない。
b.積雪
　積雪による影響は建屋及び屋外施設に対する堆積荷
重であり，落雷と積雪の組み合わせを考慮しても，落
雷によって流れる雷撃電流及び複数の建屋等の間で生
じる電位差を増長させるものではないため，落雷と積
雪の組合せは考慮しない。
c.降雹
　降雹の影響は建屋及び屋外施設に対する衝撃荷重で
あり，落雷と降雹の組み合わせを考慮しても，落雷に
よって流れる雷撃電流及び複数の建屋等の間で生じる
電位差を増長させるものではないため，落雷と降雹の
組合せは考慮しない。
d.降水
　降水による影響は浸水又は被水であり，落雷と降水
の組み合わせを考慮しても，落雷によって流れる雷撃
電流及び複数の建屋等の間で生じる電位差を増長させ
るものではないため，落雷と降水の組合せは考慮しな
い。

　以上より，落雷との組み合わせを考慮すべき自然現
象はない。

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.2　想定する落雷の規模及び荷重の組合せ
（２）荷重の組合せ

―

冒頭宣言
設置要求

基本方針 基本方針

基本方針

冒頭宣言
落雷と同時に発生する可能性のある竜巻，積雪，降雹及び降水について
は，これらが落雷防護対象施設等に及ぼす影響を考慮したうえで，落雷と
の組合せを適切に考慮する。

8

冒頭宣言6
なお，使用済燃料収納キャスクは，再処理施設内に一時的に保管されるこ
とを踏まえ，落雷により使用済燃料収納キャスクを収納する建屋が使用済
燃料収納キャスクに対して波及的破損を与えない設計とする。

基本方針
対象選定

設計方針施設共通　基本設計方針（避雷設備）

―

【2.1.2（２）荷重の組合せ】
　落雷と同時に発生する可能性がある竜巻，積雪，降
雹及び降水については，これらが落雷防護対象施設等
に及ぼす影響を考慮したうえで，落雷との組合せを適
切に考慮する。これらの自然現象と落雷の組合せの考
え方は以下のとおりである。
a.竜巻
　竜巻による影響は風荷重，飛来物の衝突荷重及び気
圧差による機械的な荷重であり，落雷と竜巻の組み合
わせを考慮しても，落雷によって流れる雷撃電流及び
複数の建屋等の間で生じる電位差を増長させるもので
はないため，落雷と竜巻の組合せは考慮しない。
b.積雪
　積雪による影響は建屋及び屋外施設に対する堆積荷
重であり，落雷と積雪の組み合わせを考慮しても，落
雷によって流れる雷撃電流及び複数の建屋等の間で生
じる電位差を増長させるものではないため，落雷と積
雪の組合せは考慮しない。
c.降雹
　降雹の影響は建屋及び屋外施設に対する衝撃荷重で
あり，落雷と降雹の組み合わせを考慮しても，落雷に
よって流れる雷撃電流及び複数の建屋等の間で生じる
電位差を増長させるものではないため，落雷と降雹の
組合せは考慮しない。
d.降水
　降水による影響は浸水又は被水であり，落雷と降水
の組み合わせを考慮しても，落雷によって流れる雷撃
電流及び複数の建屋等の間で生じる電位差を増長させ
るものではないため，落雷と降水の組合せは考慮しな
い。

　以上より，落雷との組み合わせを考慮すべき自然現
象はない。

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.2　想定する落雷の規模及び荷重の組合せ
（２）荷重の組合せ

ａ．直撃雷に対する防護設計
落雷防護対象施設等は，直撃雷に対して避雷設備を設置すること等によ
り，落雷防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。
具体的には，屋外の落雷防護対象施設のうち主排気筒は，雷撃電流270kA
の直撃雷の影響を考慮して，「原子力発電所の耐雷指針」（JEAG4608）及
び建築基準法に基づき，日本産業規格に準拠した避雷設備を設置すること
により，安全機能を損なわない設計とする。

10
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（落雷））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

7

（２）想定する落雷の規模及び荷重の組合せ
耐雷設計においては，再処理施設が立地する地域の気候，再処理事業所及
びその周辺の過去の観測値に安全余裕を見込んで，想定する落雷の規模
を，事業指定（変更許可）を受けた270kAとする。

冒頭宣言

9

（３）落雷に対する防護対策
一般的に落雷は高い建物及び構築物に対して発生しやすいという特徴があ
り，再処理施設では最も高い構築物である主排気筒に落雷が発生しやすい
ことから，雷撃電流と雷撃距離の関係を考慮すると，想定する雷撃電流
270kAの落雷は主排気筒にて捕捉される。したがって，主排気筒を想定す
る雷撃電流270kAの落雷の雷撃点として防護設計を行う。
また，落雷の特徴を踏まえると，落雷は主排気筒等の高い構築物にて捕捉
されやすいため，雷撃電流と雷撃距離の関係を考慮すると，雷撃電流
150kA以上の落雷は主排気筒等の高い構築物で捕捉される。したがって，
主排気筒を除く落雷防護対象施設等は，雷撃電流150kAの落雷を考慮して
防護設計を行う。主排気筒以外の高い構築物は，150kAを超え，かつ，主
排気筒に捕捉されない落雷を捕捉することを考慮した設計とする。

定義

冒頭宣言
設置要求

冒頭宣言
落雷と同時に発生する可能性のある竜巻，積雪，降雹及び降水について
は，これらが落雷防護対象施設等に及ぼす影響を考慮したうえで，落雷と
の組合せを適切に考慮する。

8

冒頭宣言6
なお，使用済燃料収納キャスクは，再処理施設内に一時的に保管されるこ
とを踏まえ，落雷により使用済燃料収納キャスクを収納する建屋が使用済
燃料収納キャスクに対して波及的破損を与えない設計とする。

ａ．直撃雷に対する防護設計
落雷防護対象施設等は，直撃雷に対して避雷設備を設置すること等によ
り，落雷防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。
具体的には，屋外の落雷防護対象施設のうち主排気筒は，雷撃電流270kA
の直撃雷の影響を考慮して，「原子力発電所の耐雷指針」（JEAG4608）及
び建築基準法に基づき，日本産業規格に準拠した避雷設備を設置すること
により，安全機能を損なわない設計とする。

10

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

4.1.2　屋外の落雷防護対象施設 【4.1.2　屋外の落雷防護対象施設】
屋外の落雷防護対象施設に対する機能設計を示
す。

4.1.3　落雷防護対象施設を覆う構築物 【4.1.3　落雷防護対象施設を覆う構築物】
・落雷防護対象施設を覆う構築物は，「3.　要求
機能及び性能目標」の「3.1.3（２）性能目標」
で設定している機能設計上の性能目標を達成する
ため，「原子力発電所の耐雷指針」
（JEAG4608），建築基準法及び消防法に基づき，
日本産業規格（JIS A4201）に準拠した避雷設備
を設置する設計とする。
・避雷設備の設計方針を説明する。

第１回申請と同一

第１回申請と同一

【3.1.2（１）要求機能】
　屋外の落雷防護対象施設は，直撃雷によって安
全機能を損なわないことが要求される。
【3.1.2（２）性能目標】
・屋外の落雷防護対象施設は，直撃雷に対して落
雷防護対象施設が有する安全機能を維持すること
ができるよう，避雷設備によって雷撃電流を安全
に受雷部から大地に放流できることを機能設計上
の性能目標とする。
・避雷設備の設計方針を説明する。

第１回申請と同一

第１回申請と同一

〇 － 施設共通　基本設計方針（避雷設備） － － －

Ⅵ－１－１－１－６－３　落雷の影響を考慮する
施設の設計方針
3.　要求機能及び性能目標
3.1　直撃雷の影響を考慮する施設
3.1.2　屋外の落雷防護対象施設
（１）要求機能
（２）性能目標
4.　機能設計
4.1　直撃雷の影響を考慮する施設
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（落雷））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回
項目
番号

基本設計方針 要求種別 添付書類　構成（１） 添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）添付書類　説明内容（１）主な設備 展開事項

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.3　落雷の影響に対する防護設計
（２）直撃雷に対する防護設計

【2.1.3（２）直撃雷に対する防護設計】
　落雷防護対象施設を収納する建屋，主排気筒を
除く屋外の落雷防護対象施設及び落雷防護対象施
設を覆う金属製の構築物は，雷撃電流150kAの直
撃雷の影響を考慮して，「原子力発電所の耐雷指
針」（JEAG4608），建築基準法及び消防法に基づ
き，日本産業規格（JIS A4201）に準拠した避雷
設備を設置することにより，建屋内の落雷防護対
象施設，主排気筒を除く屋外の落雷防護対象施設
及び金属製の構築物に覆われる落雷防護対象施設
の安全機能を損なわない設計とする。落雷防護対
象施設を覆う金属製の構築物は，日本産業規格に
準拠した金属製の構造体利用の避雷設備とするよ
う設計する。
　また，北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換
気筒は，雷撃電流150kAを超え，かつ，主排気筒
に捕捉されない直撃雷を捕捉するため，主排気筒
と同等の避雷設備を設ける設計とする。

― ―

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.3　落雷の影響に対する防護設計
（２）直撃雷に対する防護設計

【2.1.3（２）直撃雷に対する防護設計】
　落雷防護対象施設を収納する建屋，主排気筒を
除く屋外の落雷防護対象施設及び落雷防護対象施
設を覆う金属製の構築物は，雷撃電流150kAの直
撃雷の影響を考慮して，「原子力発電所の耐雷指
針」（JEAG4608），建築基準法及び消防法に基づ
き，日本産業規格（JIS A4201）に準拠した避雷
設備を設置することにより，建屋内の落雷防護対
象施設，主排気筒を除く屋外の落雷防護対象施設
及び金属製の構築物に覆われる落雷防護対象施設
の安全機能を損なわない設計とする。落雷防護対
象施設を覆う金属製の構築物は，日本産業規格に
準拠した金属製の構造体利用の避雷設備とするよ
う設計する。
　また，北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換
気筒は，雷撃電流150kAを超え，かつ，主排気筒
に捕捉されない直撃雷を捕捉するため，主排気筒
と同等の避雷設備を設ける設計とする。

Ⅵ－１－１－１－６－３　落雷の影響を考慮する
施設の設計方針
3.1.1　落雷防護対象施設を収納する建屋

【3.1.1　落雷防護対象施設を収納する建屋】
落雷防護対象施設を収納する建屋に対する要求機
能及び性能目標を示す。

3.1.2　屋外の落雷防護対象施設
【3.1.2　屋外の落雷防護対象施設】
屋外の落雷防護対象施設に対する要求機能及び性
能目標を示す。

3.1.3　落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物
（１）要求機能
（２）性能目標

【3.1.3（１）要求機能】
　落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物は，屋
外の落雷防護対象施設に直撃雷が到達するのを防
止する機能を有することが要求される。
【3.1.3（２）性能目標】
・落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物は，屋
外の落雷防護対象施設に直撃雷が到達するのを防
止することができるよう，雷撃を受雷し，雷撃電
流を安全に大地へ放流できることを機能設計上の
性能目標とする。
・避雷設備の設計方針を説明する。

3.1.3　落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物
（１）要求機能
（２）性能目標

【3.1.3（１）要求機能】
　落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物は，屋
外の落雷防護対象施設に直撃雷が到達するのを防
止する機能を有することが要求される。
【3.1.3（２）性能目標】
・落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物は，屋
外の落雷防護対象施設に直撃雷が到達するのを防
止することができるよう，雷撃を受雷し，雷撃電
流を安全に大地へ放流できることを機能設計上の
性能目標とする。
・避雷設備の設計方針を説明する。

3.1.4　使用済燃料収納キャスクを収納する建屋 【3.1.4　使用済燃料収納キャスクを収納する建
屋】
使用済燃料収納キャスクを収納する建屋に対する
要求機能及び性能目標を示す。

3.3　主排気筒以外の高い構築物 【3.3　主排気筒以外の高い構築物】
主排気筒以外の高い構築物に対する要求機能及び
性能目標を示す。

4.1.1　落雷防護対象施設を収納する建屋
【4.1.1　落雷防護対象施設を収納する建屋】
落雷防護対象施設を収納する建屋に対する機能設
計を示す。

4.1.2　屋外の落雷防護対象施設
【4.1.2　屋外の落雷防護対象施設】
屋外の落雷防護対象施設に対する機能設計を示
す。

4.1.2　屋外の落雷防護対象施設 【4.1.2　屋外の落雷防護対象施設】
屋外の落雷防護対象施設に対する機能設計を示
す。

4.1.3　落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物

【4.1.3　落雷防護対象施設を覆う金属製の構築
物】
・落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物は，
「3.　要求機能及び性能目標」の「3.1.3（２）
性能目標」で設定している機能設計上の性能目標
を達成するため，「原子力発電所の耐雷指針」
（JEAG4608），建築基準法及び消防法に基づき，
日本産業規格（JIS A4201）に準拠した避雷設備
を設置する設計とする。
・避雷設備の設計方針を説明する。

4.1.3　落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物 【4.1.3　落雷防護対象施設を覆う金属製の構築
物】
・落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物は，
「3.　要求機能及び性能目標」の「3.1.3（２）
性能目標」で設定している機能設計上の性能目標
を達成するため，「原子力発電所の耐雷指針」
（JEAG4608），建築基準法及び消防法に基づき，
日本産業規格（JIS A4201）に準拠した避雷設備
を設置する設計とする。
・避雷設備の設計方針を説明する。

4.1.4　使用済燃料収納キャスクを収納する建屋 【4.1.4　使用済燃料収納キャスクを収納する建
屋】
使用済燃料収納キャスクを収納する建屋に対する
機能設計を示す。

4.3　主排気筒以外の高い構築物 【4.3　主排気筒以外の高い構築物】
主排気筒以外の高い構築物に対する要求機能及び
性能目標を示す。

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.3　落雷の影響に対する防護設計
（２）直撃雷に対する防護設計

【2.1.3（２）直撃雷に対する防護設計】
　避雷設備は，構内接地系と連接することによ
り，接地抵抗の低減及び雷撃に伴う構内接地系の
電位分布の平坦化を図る設計とする。

― ―

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.3　落雷の影響に対する防護設計
（２）直撃雷に対する防護設計

【2.1.3（２）直撃雷に対する防護設計】
　避雷設備は，構内接地系と連接することによ
り，接地抵抗の低減及び雷撃に伴う構内接地系の
電位分布の平坦化を図る設計とする。

Ⅵ－１－１－１－６－３　落雷の影響を考慮する
施設の設計方針
3.1.1　落雷防護対象施設を収納する建屋

【3.1.1　落雷防護対象施設を収納する建屋】
落雷防護対象施設を収納する建屋に対する要求機
能及び性能目標を示す。

3.1.2　屋外の落雷防護対象施設
【3.1.2　屋外の落雷防護対象施設】
屋外の落雷防護対象施設に対する要求機能及び性
能目標を示す。

3.1.3　落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物
（１）要求機能
（２）性能目標

【3.1.3（１）要求機能】
　落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物は，屋
外の落雷防護対象施設に直撃雷が到達するのを防
止する機能を有することが要求される。
【3.1.3（２）性能目標】
・落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物は，屋
外の落雷防護対象施設に直撃雷が到達するのを防
止することができるよう，雷撃を受雷し，雷撃電
流を安全に大地へ放流できることを機能設計上の
性能目標とする。
・避雷設備の設計方針を説明する。

3.1.3　落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物
（１）要求機能
（２）性能目標

【3.1.3（１）要求機能】
　落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物は，屋
外の落雷防護対象施設に直撃雷が到達するのを防
止する機能を有することが要求される。
【3.1.3（２）性能目標】
・落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物は，屋
外の落雷防護対象施設に直撃雷が到達するのを防
止することができるよう，雷撃を受雷し，雷撃電
流を安全に大地へ放流できることを機能設計上の
性能目標とする。
・避雷設備の設計方針を説明する。

3.1.4　主排気筒以外の高い構築物 【3.1.4　主排気筒以外の高い構築物】
主排気筒以外の高い構築物に対する要求機能及び
性能目標を示す。

3.1.5　使用済燃料収納キャスクを収納する建屋 【3.1.5　使用済燃料収納キャスクを収納する建
屋】
使用済燃料収納キャスクを収納する建屋に対する
要求機能及び性能目標を示す。

4.1.1　落雷防護対象施設を収納する建屋
【4.1.1　落雷防護対象施設を収納する建屋】
落雷防護対象施設を収納する建屋に対する機能設
計を示す。

4.1.2　屋外の落雷防護対象施設
【4.1.2　屋外の落雷防護対象施設】
屋外の落雷防護対象施設に対する機能設計を示
す。

4.1.2　屋外の落雷防護対象施設 【4.1.2　屋外の落雷防護対象施設】
屋外の落雷防護対象施設に対する機能設計を示
す。

4.1.3　落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物

【4.1.3　落雷防護対象施設を覆う金属製の構築
物】
・落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物は，
「3.　要求機能及び性能目標」の「3.1.3（２）
性能目標」で設定している機能設計上の性能目標
を達成するため，「原子力発電所の耐雷指針」
（JEAG4608），建築基準法及び消防法に基づき，
日本産業規格（JIS A4201）に準拠した避雷設備
を設置する設計とする。
・避雷設備の設計方針を説明する。

4.1.3　落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物 【4.1.3　落雷防護対象施設を覆う金属製の構築
物】
・落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物は，
「3.　要求機能及び性能目標」の「3.1.3（２）
性能目標」で設定している機能設計上の性能目標
を達成するため，「原子力発電所の耐雷指針」
（JEAG4608），建築基準法及び消防法に基づき，
日本産業規格（JIS A4201）に準拠した避雷設備
を設置する設計とする。
・避雷設備の設計方針を説明する。

4.1.4　主排気筒以外の高い構築物 【4.1.4　主排気筒以外の高い構築物】
主排気筒以外の高い構築物に対する要求機能及び
性能目標を示す。

4.1.5　使用済燃料収納キャスクを収納する建屋 【4.1.5　使用済燃料収納キャスクを収納する建
屋】
使用済燃料収納キャスクを収納する建屋に対する
機能設計を示す。
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上記以外の施設のうち，建築基準法又は消防法の適用を受ける建物・構築
物（使用済燃料収納キャスクを収納する建屋を含む）については，落雷防
護対象施設等と同様の設計とする。

冒頭宣言 基本方針 設計方針

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.3　落雷の影響に対する防護設計
（２）直撃雷に対する防護設計

【2.1.3（２）直撃雷に対する防護設計】
　なお，落雷防護対象施設等以外の施設のうち，
建築基準法又は消防法の適用を受ける建物・構築
物（使用済燃料収納キャスクを収納する建屋を含
む）については，落雷防護対象施設等と同様の設
計とする。

― ― 〇 基本方針 ―

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.3　落雷の影響に対する防護設計
（２）直撃雷に対する防護設計

【2.1.3（２）直撃雷に対する防護設計】
　なお，落雷防護対象施設等以外の施設のうち，
建築基準法又は消防法の適用を受ける建物・構築
物（使用済燃料収納キャスクを収納する建屋を含
む）については，落雷防護対象施設等と同様の設
計とする。

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.3　落雷の影響に対する防護設計
（２）直撃雷に対する防護設計

【2.1.3（２）直撃雷に対する防護設計】
　また，落雷防護対象施設等は，落雷防護対象施設
等に波及的影響を及ぼし得る施設の直撃雷による機
械的影響を考慮した設計とする。直撃雷による機械
的影響としては，落雷防護対象施設等を除く施設の
損傷又は避雷設備の温度上昇による損傷の波及的影
響を考慮する。
　直撃雷の影響対する防護設計の詳細については，
「Ⅵ－１－１－１－６－３　落雷の影響を考慮する
施設に対する防護設計」に示す。

― ―

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.3　落雷の影響に対する防護設計
（２）直撃雷に対する防護設計

【2.1.3（２）直撃雷に対する防護設計】
　また，落雷防護対象施設等は，落雷防護対象施設
等に波及的影響を及ぼし得る施設の直撃雷による機
械的影響を考慮した設計とする。直撃雷による機械
的影響としては，落雷防護対象施設等を除く施設の
損傷又は避雷設備の温度上昇による損傷の波及的影
響を考慮する。
　直撃雷の影響対する防護設計の詳細については，
「Ⅵ－１－１－１－６－３　落雷の影響を考慮する
施設に対する防護設計」に示す。

Ⅵ－１－１－１－６－２　落雷への配慮に関する
基本方針
2.3　落雷防護対象施設等に波及的影響を及ぼし
得る施設の選定

【2.3　落雷防護対象施設等に波及的影響を及ぼ
し得る施設の選定】
　直撃雷により，落雷防護対象施設に波及的影響
を及ぼし得る施設がないことを説明する。

Ⅵ－１－１－１－６－２　落雷への配慮に関する
基本方針
2.3　落雷防護対象施設等に波及的影響を及ぼし
得る施設の選定

【2.3　落雷防護対象施設等に波及的影響を及ぼ
し得る施設の選定】
　直撃雷により，落雷防護対象施設に波及的影響
を及ぼし得る施設がないことを説明する。
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落雷防護対象施設を収納する建屋，主排気筒を除く屋外の落雷防護対象施
設及び落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物は，雷撃電流150kAの直撃
雷の影響を考慮して，「原子力発電所の耐雷指針」（JEAG4608），建築基
準法及び消防法に基づき，日本産業規格に準拠した避雷設備を設置するこ
とにより，建屋内の落雷防護対象施設，主排気筒を除く屋外の落雷防護対
象施設及び金属製の構築物に覆われる落雷防護対象施設の安全機能を損な
わない設計とする。落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物は，日本産業
規格に準拠した金属製の構造体利用の避雷設備とするよう設計する。
また，主排気筒を除く高い構築物は，雷撃電流150kAを超え，かつ，主排
気筒に捕捉されない直撃雷を捕捉するため，主排気筒と同等の避雷設備を
設ける設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針（避雷設備） 設計方針

避雷設備は，構内接地系と連接することにより，接地抵抗の低減及び雷撃
に伴う構内接地系の電位分布の平坦化を図る設計とする。

12 〇
施設共通　基本設計方針（避雷設備，構内接地

系）
―設計方針

施設共通　基本設計方針（避雷設備，構内接地
系）

設置要求

―

冒頭宣言 設計方針基本方針

施設共通　基本設計方針（避雷設備）〇

また，落雷防護対象施設等は，落雷防護対象施設等に波及的影響を及ぼし
得る施設の直撃雷による機械的影響を考慮した設計とする。

14 ―基本方針〇
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別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

13
上記以外の施設のうち，建築基準法又は消防法の適用を受ける建物・構築
物（使用済燃料収納キャスクを収納する建屋を含む）については，落雷防
護対象施設等と同様の設計とする。

冒頭宣言

11

落雷防護対象施設を収納する建屋，主排気筒を除く屋外の落雷防護対象施
設及び落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物は，雷撃電流150kAの直撃
雷の影響を考慮して，「原子力発電所の耐雷指針」（JEAG4608），建築基
準法及び消防法に基づき，日本産業規格に準拠した避雷設備を設置するこ
とにより，建屋内の落雷防護対象施設，主排気筒を除く屋外の落雷防護対
象施設及び金属製の構築物に覆われる落雷防護対象施設の安全機能を損な
わない設計とする。落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物は，日本産業
規格に準拠した金属製の構造体利用の避雷設備とするよう設計する。
また，主排気筒を除く高い構築物は，雷撃電流150kAを超え，かつ，主排
気筒に捕捉されない直撃雷を捕捉するため，主排気筒と同等の避雷設備を
設ける設計とする。

設置要求

避雷設備は，構内接地系と連接することにより，接地抵抗の低減及び雷撃
に伴う構内接地系の電位分布の平坦化を図る設計とする。

12 設置要求

冒頭宣言
また，落雷防護対象施設等は，落雷防護対象施設等に波及的影響を及ぼし
得る施設の直撃雷による機械的影響を考慮した設計とする。

14

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

― ―

Ⅵ－１－１－１－６－３　落雷の影響を考慮する
施設の設計方針
3.1.1　落雷防護対象施設を収納する建屋

【3.1.1　落雷防護対象施設を収納する建屋】
落雷防護対象施設を収納する建屋に対する要求機
能及び性能目標を示す。

3.1.2　屋外の落雷防護対象施設 【3.1.2　屋外の落雷防護対象施設】
屋外の落雷防護対象施設に対する要求機能及び性
能目標を示す。

3.1.3　落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物
（１）要求機能
（２）性能目標

【3.1.3（１）要求機能】
　落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物は，屋
外の落雷防護対象施設に直撃雷が到達するのを防
止する機能を有することが要求される。
【3.1.3（２）性能目標】
・落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物は，屋
外の落雷防護対象施設に直撃雷が到達するのを防
止することができるよう，雷撃を受雷し，雷撃電
流を安全に大地へ放流できることを機能設計上の
性能目標とする。
・避雷設備の設計方針を説明する。

3.1.4　使用済燃料収納キャスクを収納する建屋 【3.1.4　使用済燃料収納キャスクを収納する建
屋】
使用済燃料収納キャスクを収納する建屋に対する
要求機能及び性能目標を示す。

3.3　主排気筒以外の高い構築物 【3.3　主排気筒以外の高い構築物】
主排気筒以外の高い構築物に対する要求機能及び
性能目標を示す。

4.1.1　落雷防護対象施設を収納する建屋 【4.1.1　落雷防護対象施設を収納する建屋】
落雷防護対象施設を収納する建屋に対する機能設
計を示す。

4.1.2　屋外の落雷防護対象施設 【4.1.2　屋外の落雷防護対象施設】
屋外の落雷防護対象施設に対する機能設計を示
す。

4.1.3　落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物 【4.1.3　落雷防護対象施設を覆う金属製の構築
物】
・落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物は，
「3.　要求機能及び性能目標」の「3.1.3（２）
性能目標」で設定している機能設計上の性能目標
を達成するため，「原子力発電所の耐雷指針」
（JEAG4608），建築基準法及び消防法に基づき，
日本産業規格（JIS A4201）に準拠した避雷設備
を設置する設計とする。
・避雷設備の設計方針を説明する。

4.1.4　使用済燃料収納キャスクを収納する建屋 【4.1.4　使用済燃料収納キャスクを収納する建
屋】
使用済燃料収納キャスクを収納する建屋に対する
機能設計を示す。

4.3　主排気筒以外の高い構築物 【4.3　主排気筒以外の高い構築物】
主排気筒以外の高い構築物に対する要求機能及び
性能目標を示す。

3.1.2　屋外の落雷防護対象施設 【3.1.2　屋外の落雷防護対象施設】
屋外の落雷防護対象施設に対する要求機能及び性
能目標を示す。

3.1.4　主排気筒以外の高い構築物 【3.1.4　主排気筒以外の高い構築物】
主排気筒以外の高い構築物に対する要求機能及び
性能目標を示す。

3.1.5　使用済燃料収納キャスクを収納する建屋 【3.1.5　使用済燃料収納キャスクを収納する建
屋】
使用済燃料収納キャスクを収納する建屋に対する
要求機能及び性能目標を示す。

4.1.1　落雷防護対象施設を収納する建屋 【4.1.1　落雷防護対象施設を収納する建屋】
落雷防護対象施設を収納する建屋に対する機能設
計を示す。

4.1.2　屋外の落雷防護対象施設 【4.1.2　屋外の落雷防護対象施設】
屋外の落雷防護対象施設に対する機能設計を示
す。

4.1.3　落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物 【4.1.3　落雷防護対象施設を覆う金属製の構築
物】
・落雷防護対象施設を覆う金属製の構築物は，
「3.　要求機能及び性能目標」の「3.1.3（２）
性能目標」で設定している機能設計上の性能目標
を達成するため，「原子力発電所の耐雷指針」
（JEAG4608），建築基準法及び消防法に基づき，
日本産業規格（JIS A4201）に準拠した避雷設備
を設置する設計とする。
・避雷設備の設計方針を説明する。

4.1.4　主排気筒以外の高い構築物 【4.1.4　主排気筒以外の高い構築物】
主排気筒以外の高い構築物に対する要求機能及び
性能目標を示す。

4.1.5　使用済燃料収納キャスクを収納する建屋 【4.1.5　使用済燃料収納キャスクを収納する建
屋】
使用済燃料収納キャスクを収納する建屋に対する
機能設計を示す。

－
施設共通　基本設計方針（避雷設備，構内接地

系）
施設共通　基本設計方針（避雷設備，構内接地

系）
〇

〇 施設共通　基本設計方針（避雷設備） －

－

【3.1.1　落雷防護対象施設を収納する建屋】
落雷防護対象施設を収納する建屋に対する要求機
能及び性能目標を示す。

Ⅵ－１－１－１－６－３　落雷の影響を考慮する
施設の設計方針
3.1.1　落雷防護対象施設を収納する建屋

－ －

第１回申請と同一

施設共通　基本設計方針（避雷設備）

－

第１回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回
項目
番号

基本設計方針 要求種別 添付書類　構成（１） 添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）添付書類　説明内容（１）主な設備 展開事項

16

具体的には，落雷防護対象施設の間接雷に対する防護設計としては，想定
する雷撃電流270kAの落雷が主排気筒に捕捉され，雷撃電流が拡散及び分
流する過程で生じる雷サージの侵入及び伝播経路を考慮し，接地設計によ
る間接雷の影響の抑制及び雷サージの影響阻止設計により，落雷防護対象
施設の安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 設計方針

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.3　落雷の影響に対する防護設計
（３）間接雷に対する防護設計

【2.1.3（３）間接雷に対する防護設計】
　建屋間で取り合う落雷防護対象施設の間接雷に
対する防護設計としては，想定する雷撃電流
270kAの落雷が主排気筒に捕捉され，雷撃電流が
拡散及び分流する過程で生じる雷サージの侵入及
び伝播経路を考慮し，日本産業規格（JIS A
4201）に準拠した接地設計による間接雷の影響の
抑制及び雷サージの影響阻止設計により，落雷防
護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

― ― ○ 基本方針 ―

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.3　落雷の影響に対する防護設計
（３）間接雷に対する防護設計

【2.1.3（３）間接雷に対する防護設計】
　建屋間で取り合う落雷防護対象施設の間接雷に
対する防護設計としては，想定する雷撃電流
270kAの落雷が主排気筒に捕捉され，雷撃電流が
拡散及び分流する過程で生じる雷サージの侵入及
び伝播経路を考慮し，日本産業規格（JIS A
4201）に準拠した接地設計による間接雷の影響の
抑制及び雷サージの影響阻止設計により，落雷防
護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.3　落雷の影響に対する防護設計
（３）間接雷に対する防護設計

【2.1.3（３）間接雷に対する防護設計】
　接地設計としては，避雷設備と接続する各接地
系を連接することにより構内接地系の電位分布の
平坦化を図り，日本産業規格による標準設計値を
十分下回り，間接雷の影響を抑制する設計とす
る。

― ―

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.3　落雷の影響に対する防護設計
（３）間接雷に対する防護設計

【2.1.3（３）間接雷に対する防護設計】
　接地設計としては，避雷設備と接続する各接地
系を連接することにより構内接地系の電位分布の
平坦化を図り，日本産業規格による標準設計値を
十分下回り，間接雷の影響を抑制する設計とす
る。

Ⅵ－１－１－１－６－３　落雷の影響を考慮する
施設
3.2.1　接地設計

【3.2.1　接地設計】
接地設計に対する要求機能及び性能目標を示す。

Ⅵ－１－１－１－６－３　落雷の影響を考慮する
施設
3.2.1　接地設計

【3.2.1　接地設計】
接地設計に対する要求機能及び性能目標を示す。

4.2.1　接地設計
【4.2.1　接地設計】
接地設計に対する機能設計を示す。

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.3　落雷の影響に対する防護設計
（３）間接雷に対する防護設計

【2.1.3（３）間接雷に対する防護設計】
　雷サージの影響阻止設計としては，計測制御系
の信号方式等に応じた設計を行うこととし，アナ
ログ信号式の計測制御系統施設は，信号の出力側
の建屋と信号の入力側の建屋の両方に保安器を設
置し，想定される雷サージ電圧に対して安全機能
を損なわない設計とする。

― ―

Ⅵ－１－１－１－６－３　落雷の影響を考慮する
施設
3.2.2　建屋間で取り合う落雷防護対象施設
4.2.2　建屋間で取り合う落雷防護対象施設

【3.2.2　建屋間で取り合う落雷防護対象施設】
建屋間で取り合う落雷防護対象施設に対する要求
機能及び性能目標を示す。また，保安器の耐電圧
を示す。
【4.2.2　建屋間で取り合う落雷防護対象施設】
建屋間で取り合う落雷防護対象施設に対する機能
設計を示す。

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.3　落雷の影響に対する防護設計
（３）間接雷に対する防護設計

【2.1.3（３）間接雷に対する防護設計】
　また，各建屋から制御建屋への信号出力ライン
にアイソレータを設置し，落雷の影響が安全上重
要な警報及びインターロック機能に及ぶことのな
い設計とする。

― ―

Ⅵ－１－１－１－６－３　落雷の影響を考慮する
施設
3.2.2　建屋間で取り合う落雷防護対象施設
4.2.2　建屋間で取り合う落雷防護対象施設

【3.2.2　建屋間で取り合う落雷防護対象施設】
建屋間で取り合う落雷防護対象施設に対する要求
機能及び性能目標を示す。また，アイソレータ設
置の目的を明記する。
【4.2.2　建屋間で取り合う落雷防護対象施設】
建屋間で取り合う落雷防護対象施設に対する機能
設計を示す。

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.3　落雷の影響に対する防護設計
（３）間接雷に対する防護設計

【2.1.3（３）間接雷に対する防護設計】
　デジタル信号式の計測制御系統施設及び放射線
監視設備は，シールドケーブルの両端接地又は光
伝送ケーブルの使用により，想定される雷サージ
電圧に対して安全機能を損なわない設計とする。

― ―

Ⅵ－１－１－１－６－３　落雷の影響を考慮する
施設
3.2.2　建屋間で取り合う落雷防護対象施設
4.2.2　建屋間で取り合う落雷防護対象施設

【3.2.2　建屋間で取り合う落雷防護対象施設】
建屋間で取り合う落雷防護対象施設に対する要求
機能及び性能目標を示す。また，デジタル信号式
の計測制御系統施設等に必要な耐電圧を示す。
【4.2.2　建屋間で取り合う落雷防護対象施設】
建屋間で取り合う落雷防護対象施設に対する機能
設計を示す。

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.3　落雷の影響に対する防護設計
（３）間接雷に対する防護設計

【2.1.3（３）間接雷に対する防護設計】
　電気設備は，電気学会電気規格調査会標準規格
に準拠した設計とし，雷インパルス絶縁耐力を有
することにより，想定される雷サージ電圧に対し
て安全機能を損なわない設計とする。

― ―

Ⅵ－１－１－１－６－３　落雷の影響を考慮する
施設
3.2.2　建屋間で取り合う落雷防護対象施設
4.2.2　建屋間で取り合う落雷防護対象施設

【3.2.2　建屋間で取り合う落雷防護対象施設】
建屋間で取り合う落雷防護対象施設に対する要求
機能及び性能目標を示す。また，電気設備に必要
な耐電圧を示す。
【4.2.2　建屋間で取り合う落雷防護対象施設】
建屋間で取り合う落雷防護対象施設に対する機能
設計を示す。

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.3　落雷の影響に対する防護設計
（３）間接雷に対する防護設計

【2.1.3（３）間接雷に対する防護設計】
　また，落雷防護対象施設は，落雷防護対象施設
等に波及的影響を及ぼし得る施設の設計として，
間接雷による機能的影響を考慮する。すなわち，
落雷防護対象施設は，雷撃電流が避雷設備を通し
て分流，拡散していく過程において落雷防護対象
施設以外の計測制御系統施設等が機能喪失し，落
雷防護対象施設へ波及的影響を及ぼすことを考慮
し，電気的・物理的な独立性を有する設計とす
る。落雷防護対象施設の電気的・物理的独立性に
係る設計方針については，次回以降に詳細を説明
する。
　間接雷の影響に対する防護設計の詳細について
は，「Ⅵ－１－１－１－６－３　落雷の影響を考
慮する施設に対する防護設計」に示す。

― ―

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.3　落雷の影響に対する防護設計
（３）間接雷に対する防護設計

【2.1.3（３）間接雷に対する防護設計】
　また，落雷防護対象施設は，落雷防護対象施設
等に波及的影響を及ぼし得る施設の設計として，
間接雷による機能的影響を考慮する。すなわち，
落雷防護対象施設は，雷撃電流が避雷設備を通し
て分流，拡散していく過程において落雷防護対象
施設以外の計測制御系統施設等が機能喪失し，落
雷防護対象施設へ波及的影響を及ぼすことを考慮
し，電気的・物理的な独立性を有する設計とす
る。落雷防護対象施設の電気的・物理的独立性に
係る設計方針については，次回以降に詳細を説明
する。
　間接雷の影響に対する防護設計の詳細について
は，「Ⅵ－１－１－１－６－３　落雷の影響を考
慮する施設に対する防護設計」に示す。

Ⅵ－１－１－１－６－２　落雷への配慮に関する
基本方針
2.3　落雷防護対象施設等に波及的影響を及ぼし
得る施設の選定

【2.3　落雷防護対象施設等に波及的影響を及ぼ
し得る施設の選定】
　直撃雷により，落雷防護対象施設に波及的影響
を及ぼし得る施設がないことを説明する。

Ⅵ－１－１－１－６－２　落雷への配慮に関する
基本方針
2.3　落雷防護対象施設等に波及的影響を及ぼし
得る施設の選定

【2.3　落雷防護対象施設等に波及的影響を及ぼ
し得る施設の選定】
　直撃雷により，落雷防護対象施設に波及的影響
を及ぼし得る施設がないことを説明する。

23

ｃ．必要な機能を損なわないための運用上の措置
落雷に関する設計条件等に係る新知見の収集，落雷の影響が確認された場
合の運用上の措置として，以下を保安規定に定めて，管理する。
 定期的に落雷の規模，発生頻度，落雷の影響メカニズム等に係る新知
見の確認を行うこと。
 落雷により，落雷防護対象施設の安全機能への影響のおそれがあると
判断された場合には，当該の落雷防護対象施設に関連する工程を停止する
措置を取ること。

運用要求
施設共通　基本設計方針（新知見の確認，工程の

停止）
設計方針

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.3　落雷の影響に対する防護設計
（４）運用上の措置

【2.1.3（４）運用上の措置】
　落雷に関する設計条件等に係る新知見の収集，
落雷の影響が確認された場合の運用上の措置とし
て，以下を保安規定に定めて，管理する。
 定期的に落雷の規模，発生頻度，落雷の影響
メカニズム等に係る新知見の確認を行うこと。
 落雷により，落雷防護対象施設の安全機能へ
の影響のおそれがあると判断された場合には，当
該の落雷防護対象施設に関連する工程を停止する
措置を取ること。

― ― 〇 施設共通　基本設計方針 ―

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.3　落雷の影響に対する防護設計
（４）運用上の措置

【2.1.3（４）運用上の措置】
　落雷に関する設計条件等に係る新知見の収集，
落雷の影響が確認された場合の運用上の措置とし
て，以下を保安規定に定めて，管理する。
 定期的に落雷の規模，発生頻度，落雷の影響
メカニズム等に係る新知見の確認を行うこと。
 落雷により，落雷防護対象施設の安全機能へ
の影響のおそれがあると判断された場合には，当
該の落雷防護対象施設に関連する工程を停止する
措置を取ること。

【2.1.3（３）間接雷に対する防護設計】
　落雷防護対象施設は，間接雷に対して雷サージ
の影響阻止設計等により，安全機能を損なわない
設計とする。
　間接雷は，建屋及び屋外施設への落雷により，
避雷設備を介して雷撃電流が大地へ拡散及び分流
する過程で，雷サージとなって接地系統から侵入
し，屋内に設置される設備に対して影響を及ぼし
得る。また，再処理施設の建物・構築物は広範囲
に分散して設置されており，かつ，再処理施設の
建屋間には配管，ダクト及びケーブルを収納する
洞道が設置されている。再処理施設では，洞道内
に設置されるケーブルを介して，各施設の監視及
び制御を制御建屋で集中的に実施する設計として
いること並びに高圧主系統から各建屋の高圧系統
及び低圧系統への給電が行われるという特徴があ
る。以上のような落雷の特徴及び再処理施設の特
徴を踏まえ，間接雷による雷サージによって各建
屋に接地電位の差が生じることによる影響を考慮
し，建屋間で取り合う落雷防護対象施設のうち電
位差の影響を受けるおそれのある計測制御系統施
設，放射線監視設備及び電気設備（以下，「計測
制御系統施設等」という。）を対象として間接雷
に対する防護設計を行う。また，間接雷による雷
サージの影響は，雷撃電流の大きさ及び雷撃点周
辺の落雷防護対象施設の設置状況によることか
ら，最も厳しい条件を設定して間接雷に対する防
護設計を行う。

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.3　落雷の影響に対する防護設計
（３）間接雷に対する防護設計

―

― ―

―

―

―

〇 基本方針

設置要求
基本方針

施設共通　基本設計方針（アナログ信号式の計測
制御系統施設のアイソレータ）

設計方針

○――

【2.1.3（３）間接雷に対する防護設計】
　落雷防護対象施設は，間接雷に対して雷サージ
の影響阻止設計等により，安全機能を損なわない
設計とする。
　間接雷は，建屋及び屋外施設への落雷により，
避雷設備を介して雷撃電流が大地へ拡散及び分流
する過程で，雷サージとなって接地系統から侵入
し，屋内に設置される設備に対して影響を及ぼし
得る。また，再処理施設の建物・構築物は広範囲
に分散して設置されており，かつ，再処理施設の
建屋間には配管，ダクト及びケーブルを収納する
洞道が設置されている。再処理施設では，洞道内
に設置されるケーブルを介して，各施設の監視及
び制御を制御建屋で集中的に実施する設計として
いること並びに高圧主系統から各建屋の高圧系統
及び低圧系統への給電が行われるという特徴があ
る。以上のような落雷の特徴及び再処理施設の特
徴を踏まえ，間接雷による雷サージによって各建
屋に接地電位の差が生じることによる影響を考慮
し，建屋間で取り合う落雷防護対象施設のうち電
位差の影響を受けるおそれのある計測制御系統施
設，放射線監視設備及び電気設備（以下，「計測
制御系統施設等」という。）を対象として間接雷
に対する防護設計を行う。また，間接雷による雷
サージの影響は，雷撃電流の大きさ及び雷撃点周
辺の落雷防護対象施設の設置状況によることか
ら，最も厳しい条件を設定して間接雷に対する防
護設計を行う。

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.3　落雷の影響に対する防護設計
（３）間接雷に対する防護設計

設計方針基本方針

ｂ．間接雷に対する防護設計
落雷防護対象施設は，間接雷に対して雷サージの影響阻止設計等により，
安全機能を損なわない設計とする。
再処理施設の建物・構築物は広範囲に分散して設置されており，かつ，再
処理施設の建屋間には配管，ダクト及びケーブルを収納する洞道が設置さ
れている。再処理施設では，洞道内に設置されるケーブルを介して，各施
設の監視及び制御が制御建屋で集中的に実施されること並びに高圧系統及
び低圧系統への給電が行われるという特徴がある。このため，間接雷によ
る雷サージによって各建屋に接地電位の差が生じることによる影響を考慮
し，建屋間で取り合う計測制御系統施設，放射線監視設備及び電気設備
（以下，「計測制御系統施設等」という。）を対象として間接雷に対する
防護設計を行う。また，間接雷による雷サージの影響は，雷撃電流の大き
さ及び雷撃点周辺の落雷防護対象施設の設置状況によることから，最も厳
しい条件を設定して間接雷に対する防護設計を行う。

15 ―基本方針冒頭宣言

― ―

―基本方針〇

〇 基本方針 ―

設計方針
基本方針

施設共通　基本設計方針（電路）
設置要求

電気設備は，雷インパルス絶縁耐力を有することにより，想定される雷
サージ電圧に対して安全機能を損なわない設計とする。

21

設計方針
基本方針

施設共通　基本設計方針（アナログ信号式の計測
制御系統施設の保安器）

設計方針

基本方針
施設共通　基本設計方針（デジタル信号式計測制

御系統施設のシールドケーブル
放射線監視設備の光伝送ケーブル）

20

19
また，各建屋から制御建屋への信号出力ラインにアイソレータを設置し，
落雷の影響が安全上重要な警報及びインターロック機能に及ぶことのない
設計とする。

設置要求

雷サージの影響阻止設計としては，計測制御系の信号方式等に応じた設計
を行うこととし，アナログ信号式の計測制御系統施設は，信号の出力側の
建屋と信号の入力側の建屋の両方に保安器を設置し，想定される雷サージ
電圧に対して安全機能を損なわない設計とする。

18

デジタル信号式の計測制御系統施設及び放射線監視設備は，シールドケー
ブルの両端接地又は光伝送ケーブルの使用により，想定される雷サージ電
圧に対して安全機能を損なわない設計とする。

設置要求

―設置要求
施設共通　基本設計方針（避雷設備，構内接地

系）
設計方針

設計方針
基本方針

施設共通　基本設計方針（電気的・物理的独立
性）

設置要求
また，落雷防護対象施設は，落雷防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得
る施設の間接雷による機能的影響を考慮し，電気的・物理的な独立性を有
する設計とする。

22 〇 基本方針 ―

―

〇 基本方針 ―

17
接地設計としては，避雷設備と接続する各接地系を連接することにより構
内接地系の電位分布の平坦化を図り，日本産業規格による標準設計値を十
分下回り，間接雷の影響を抑制する設計とする。

○
施設共通　基本設計方針（避雷設備，構内接地

系）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（落雷））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

16

具体的には，落雷防護対象施設の間接雷に対する防護設計としては，想定
する雷撃電流270kAの落雷が主排気筒に捕捉され，雷撃電流が拡散及び分
流する過程で生じる雷サージの侵入及び伝播経路を考慮し，接地設計によ
る間接雷の影響の抑制及び雷サージの影響阻止設計により，落雷防護対象
施設の安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

23

ｃ．必要な機能を損なわないための運用上の措置
落雷に関する設計条件等に係る新知見の収集，落雷の影響が確認された場
合の運用上の措置として，以下を保安規定に定めて，管理する。
 定期的に落雷の規模，発生頻度，落雷の影響メカニズム等に係る新知
見の確認を行うこと。
 落雷により，落雷防護対象施設の安全機能への影響のおそれがあると
判断された場合には，当該の落雷防護対象施設に関連する工程を停止する
措置を取ること。

運用要求

設置要求

ｂ．間接雷に対する防護設計
落雷防護対象施設は，間接雷に対して雷サージの影響阻止設計等により，
安全機能を損なわない設計とする。
再処理施設の建物・構築物は広範囲に分散して設置されており，かつ，再
処理施設の建屋間には配管，ダクト及びケーブルを収納する洞道が設置さ
れている。再処理施設では，洞道内に設置されるケーブルを介して，各施
設の監視及び制御が制御建屋で集中的に実施されること並びに高圧系統及
び低圧系統への給電が行われるという特徴がある。このため，間接雷によ
る雷サージによって各建屋に接地電位の差が生じることによる影響を考慮
し，建屋間で取り合う計測制御系統施設，放射線監視設備及び電気設備
（以下，「計測制御系統施設等」という。）を対象として間接雷に対する
防護設計を行う。また，間接雷による雷サージの影響は，雷撃電流の大き
さ及び雷撃点周辺の落雷防護対象施設の設置状況によることから，最も厳
しい条件を設定して間接雷に対する防護設計を行う。

15 冒頭宣言

設置要求
電気設備は，雷インパルス絶縁耐力を有することにより，想定される雷
サージ電圧に対して安全機能を損なわない設計とする。

21

20

19
また，各建屋から制御建屋への信号出力ラインにアイソレータを設置し，
落雷の影響が安全上重要な警報及びインターロック機能に及ぶことのない
設計とする。

設置要求

雷サージの影響阻止設計としては，計測制御系の信号方式等に応じた設計
を行うこととし，アナログ信号式の計測制御系統施設は，信号の出力側の
建屋と信号の入力側の建屋の両方に保安器を設置し，想定される雷サージ
電圧に対して安全機能を損なわない設計とする。

18

デジタル信号式の計測制御系統施設及び放射線監視設備は，シールドケー
ブルの両端接地又は光伝送ケーブルの使用により，想定される雷サージ電
圧に対して安全機能を損なわない設計とする。

設置要求

設置要求

設置要求
また，落雷防護対象施設は，落雷防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得
る施設の間接雷による機能的影響を考慮し，電気的・物理的な独立性を有
する設計とする。

22

17
接地設計としては，避雷設備と接続する各接地系を連接することにより構
内接地系の電位分布の平坦化を図り，日本産業規格による標準設計値を十
分下回り，間接雷の影響を抑制する設計とする。

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.3　落雷の影響に対する防護設計
（３）間接雷に対する防護設計

【2.1.3（３）間接雷に対する防護設計】
　接地設計としては，避雷設備と接続する各接地
系を連接することにより構内接地系の電位分布の
平坦化を図り，日本産業規格による標準設計値を
十分下回り，間接雷の影響を抑制する設計とす
る。

Ⅵ－１－１－１－６－３　落雷の影響を考慮する
施設
3.2.1　接地設計

【3.2.1　接地設計】
接地設計に対する要求機能及び性能目標を示す。

4.2.1　接地設計 【4.2.1　接地設計】
接地設計に対する機能設計を示す。

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.3　落雷の影響に対する防護設計
（３）間接雷に対する防護設計

【2.1.3（３）間接雷に対する防護設計】
　雷サージの影響阻止設計としては，計測制御系
の信号方式等に応じた設計を行うこととし，アナ
ログ信号式の計測制御系統施設は，信号の出力側
の建屋と信号の入力側の建屋の両方に保安器を設
置し，想定される雷サージ電圧に対して安全機能
を損なわない設計とする。

Ⅵ－１－１－１－６－３　落雷の影響を考慮する
施設
3.2.2　建屋間で取り合う落雷防護対象施設
4.2.2　建屋間で取り合う落雷防護対象施設

【3.2.2　建屋間で取り合う落雷防護対象施設】
建屋間で取り合う落雷防護対象施設に対する要求
機能及び性能目標を示す。また，保安器の耐電圧
を示す。
【4.2.2　建屋間で取り合う落雷防護対象施設】
建屋間で取り合う落雷防護対象施設に対する機能
設計を示す。

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.3　落雷の影響に対する防護設計
（３）間接雷に対する防護設計

【2.1.3（３）間接雷に対する防護設計】
　また，各建屋から制御建屋への信号出力ライン
にアイソレータを設置し，落雷の影響が安全上重
要な警報及びインターロック機能に及ぶことのな
い設計とする。

Ⅵ－１－１－１－６－３　落雷の影響を考慮する
施設
3.2.2　建屋間で取り合う落雷防護対象施設
4.2.2　建屋間で取り合う落雷防護対象施設

【3.2.2　建屋間で取り合う落雷防護対象施設】
建屋間で取り合う落雷防護対象施設に対する要求
機能及び性能目標を示す。また，アイソレータ設
置の目的を明記する。
【4.2.2　建屋間で取り合う落雷防護対象施設】
建屋間で取り合う落雷防護対象施設に対する機能
設計を示す。

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.3　落雷の影響に対する防護設計
（３）間接雷に対する防護設計

【2.1.3（３）間接雷に対する防護設計】
　デジタル信号式の計測制御系統施設及び放射線
監視設備は，シールドケーブルの両端接地又は光
伝送ケーブルの使用により，想定される雷サージ
電圧に対して安全機能を損なわない設計とする。

Ⅵ－１－１－１－６－３　落雷の影響を考慮する
施設
3.2.2　建屋間で取り合う落雷防護対象施設
4.2.2　建屋間で取り合う落雷防護対象施設

【3.2.2　建屋間で取り合う落雷防護対象施設】
建屋間で取り合う落雷防護対象施設に対する要求
機能及び性能目標を示す。また，デジタル信号式
の計測制御系統施設等に必要な耐電圧を示す。
【4.2.2　建屋間で取り合う落雷防護対象施設】
建屋間で取り合う落雷防護対象施設に対する機能
設計を示す。

Ⅵ－１－１－１－６－１　落雷への配慮に関する
基本方針
2.1.3　落雷の影響に対する防護設計
（３）間接雷に対する防護設計

【2.1.3（３）間接雷に対する防護設計】
　電気設備は，電気学会電気規格調査会標準規格
に準拠した設計とし，雷インパルス絶縁耐力を有
することにより，想定される雷サージ電圧に対し
て安全機能を損なわない設計とする。

Ⅵ－１－１－１－６－３　落雷の影響を考慮する
施設
3.2.2　建屋間で取り合う落雷防護対象施設
4.2.2　建屋間で取り合う落雷防護対象施設

【3.2.2　建屋間で取り合う落雷防護対象施設】
建屋間で取り合う落雷防護対象施設に対する要求
機能及び性能目標を示す。また，電気設備に必要
な耐電圧を示す。
【4.2.2　建屋間で取り合う落雷防護対象施設】
建屋間で取り合う落雷防護対象施設に対する機能
設計を示す。

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

施設共通　基本設計方針（デジタル信号式計測制
御系統施設のシールドケーブル

放射線監視設備の光伝送ケーブル）
－

第１回申請と同一

－

第１回申請と同一

〇

－ －

〇 － 施設共通　基本設計方針（電路） － － －

〇 －
施設共通　基本設計方針（アナログ信号式の計測

制御系統施設のアイソレータ）
－

施設共通　基本設計方針（アナログ信号式の計測
制御系統施設の保安器）

－－

〇

第１回申請と同一

－ －

－ －

第１回申請と同一

―○
施設共通　基本設計方針（避雷設備，構内接地

系）
－－－
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第9条 再処理施設への人の不法な侵入等の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

10.1　再処理施設への人の不法な侵入等の防止
再処理施設への人の不法な侵入，核燃料物質等の不法な移動及び妨害破壊
行為を防止するため，区域の設定，人の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋
コンクリート造りの壁等の障壁による防護，巡視，監視，出入口での身分
確認及び施錠管理を行うことができる設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針

設計方針（不法侵入の
防止）
設計方針（不法移動及
び妨害破壊行為の防
止）

〇 施設共通　基本設計方針 -

Ⅵ-1-1-5　再処理施設への人の不法な侵入等の防
止に関する説明書
2.再処理施設への人の不法な侵入等の防止につい
ての概要
3.1物理的障壁による防護等
3.2出入管理
3.3車両の管理

2

核物質防護上の措置が必要な区域については，接近管理及び出入管理を確
実に行うため，探知施設を設け，警報，映像等を集中監視することができ
る設計とするとともに，核物質防護措置に係る関係機関との通信及び連絡
を行うことができる設計とする。さらに，防護された区域内においても，
施錠管理により，再処理施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設
備又は装置の操作に係る情報システム（以下「情報システム」という。）
への不法な接近を防止する設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針

設計方針（不法侵入の
防止）
設計方針（不正アクセ
ス防止）
設計方針（不法移動及
び妨害破壊行為の防
止）

〇 施設共通　基本設計方針 -

Ⅵ-1-1-5　再処理施設への人の不法な侵入等の防
止に関する説明書
2.再処理施設への人の不法な侵入等の防止につい
ての概要
3.4探知施設
3.5通信及び連絡
5.不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）の
防止対策

3

また，再処理施設への不正な爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危
害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持込み（郵便物等
による敷地外からの爆発物及び有害物質の持込みを含む。）を防止するた
め，持込点検を行うことができる設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針
設計方針（爆発性又は
易燃性を有する物件そ
の他の持込防止）

〇 施設共通　基本設計方針 -

Ⅵ-1-1-5　再処理施設への人の不法な侵入等の防
止に関する説明書
2.再処理施設への人の不法な侵入等の防止につい
ての概要
4.持込点検

4

さらに，不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を防止するため，情
報システムが電気通信回線を通じた不正アクセス行為（サイバーテロを含
む。）を受けることがないように，当該情報システムに対する外部からの
不正アクセスを遮断することができる設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針
設計方針（不正アクセ
ス防止）

〇 施設共通　基本設計方針 -

Ⅵ-1-1-5　再処理施設への人の不法な侵入等の防
止に関する説明書
2.再処理施設への人の不法な侵入等の防止につい
ての概要
5.不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）の
防止対策

5 これらの対策を核物質防護規定に定めて，管理する。 運用要求 施設共通　基本設計方針

設計方針（不法侵入の
防止）
設計方針（爆発性又は
易燃性を有する物件そ
の他の持込防止）
設計方針（不正アクセ
ス防止
設計方針（不法移動及
び妨害破壊行為の防
止）

〇 施設共通　基本設計方針 -

Ⅵ-1-1-5　再処理施設への人の不法な侵入等の防
止に関する説明書
2.再処理施設への人の不法な侵入等の防止につい
ての概要
3.1物理的障壁による防護等
3.2出入管理
3.3車両の管理
3.4探知施設
3.5通信及び連絡
3.6核燃料物質等の不法な移動及び妨害破壊行為
への対策
4.持込点検
5.不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）の
防止対策

6
人の容易な侵入を防止できる柵等を他施設と共用する場合は，共用によっ
て再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針
設計方針（その他共
用）

〇 施設共通　基本設計方針 -

Ⅵ-1-1-5　再処理施設への人の不法な侵入等の防
止に関する説明書
2.再処理施設への人の不法な侵入等の防止につい
ての概要
6.人の容易な侵入等を防止するための資機材の他
施設との共用について

Ⅵ-1-1-5　再処理施設への人の不法な侵入等の防
止に関する説明書
1.概要
2.再処理施設への人の不法な侵入等の防止につい
ての概要
3.再処理施設への人の不法な侵入の防止方法につ
いて
3.1物理的障壁による防護等
3.2出入管理
3.3車両の管理
3.4探知施設
3.5通信及び連絡
3.6核燃料物質等の不法な移動及び妨害破壊行為
への対策
4.持込点検
5.不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）の
防止対策
6.人の容易な侵入等を防止するための資機材の他
施設との共用について

【1.概要】
再処理施設への人の不法な侵入等の防止に関する
説明書の概要について記載

【2.再処理施設への人の不法な侵入等の防止につ
いての概要】
再処理施設への人の不法な侵入等の防止について
の概要について記載

【3.再処理施設への人の不法な侵入の防止方法に
ついて】
・下記章立てにて記載する旨

【3.1物理的障壁による防護等】
・不法な侵入等がされていないことの確認方法，
区域設定，防護方法

【3.2出入管理】
・再処理施設における人の出入管理の仕方

【3.3車両の管理】
・再処理施設における車両の出入管理の仕方

【3.4探知施設】
・不法侵入を探知する監視場所，資機材を用いた
監視，監視の仕方

【3.5通信及び連絡】
・不法侵入等発見時において使用する資機材を配
備すること

【3.6核燃料物質等の不法な移動及び妨害破壊行
為への対策】
・敷地内の人による核燃料物質の持出し時の運用
及び核燃料物質の不法な持出しの防止の仕方並び
に妨害破壊行為の防止の仕方

【4.持込点検】
・何が持ち込まれないように点検するか，装置を
用いた点検

【5.不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）
の防止対策】
・外部からの不正アクセス行為（サイバーテロを
含む。）の遮断対策及び外部からの不正アクセス
行為（サイバーテロ含む。）をされた場合の迅速
な対応の仕方

【6.人の容易な侵入等を防止するための資機材の
他施設との共用について】
・人の容易な侵入等を防止するための資機材を他
施設と共用しても再処理施設の安全性を損なわな
いこと

【1.概要】
再処理施設への人の不法な侵入等の防止に関する
説明書の概要について記載

【2.再処理施設への人の不法な侵入等の防止につ
いての概要】
再処理施設への人の不法な侵入等の防止について
の概要について記載

【3.再処理施設への人の不法な侵入の防止方法に
ついて】
・下記章立てにて記載する旨

【3.1物理的障壁による防護等】
・不法な侵入等がされていないことの確認方法，
区域設定，防護方法

【3.2出入管理】
・再処理施設における人の出入管理の仕方

【3.3車両の管理】
・再処理施設における車両の出入管理の仕方

【3.4探知施設】
・不法侵入を探知する監視場所，資機材を用いた
監視，監視の仕方

【3.5通信及び連絡】
・不法侵入等発見時において使用する資機材を配
備すること

【3.6核燃料物質等の不法な移動及び妨害破壊行
為への対策】
・敷地内の人による核燃料物質の持出し時の運用
及び核燃料物質の不法な持出しの防止の仕方並び
に妨害破壊行為の防止の仕方

【4.持込点検】
・何が持ち込まれないように点検するか，装置を
用いた点検

【5.不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）
の防止対策】
・外部からの不正アクセス行為（サイバーテロを
含む。）の遮断対策及び外部からの不正アクセス
行為（サイバーテロ含む。）をされた場合の迅速
な対応の仕方

【6.人の容易な侵入等を防止するための資機材の
他施設との共用について】
・人の容易な侵入等を防止するための資機材を他
施設と共用しても再処理施設の安全性を損なわな
いこと

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第9条 再処理施設への人の不法な侵入等の防止）

別紙２

1

10.1　再処理施設への人の不法な侵入等の防止
再処理施設への人の不法な侵入，核燃料物質等の不法な移動及び妨害破壊
行為を防止するため，区域の設定，人の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋
コンクリート造りの壁等の障壁による防護，巡視，監視，出入口での身分
確認及び施錠管理を行うことができる設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針

設計方針（不法侵入の
防止）
設計方針（不法移動及
び妨害破壊行為の防
止）

2

核物質防護上の措置が必要な区域については，接近管理及び出入管理を確
実に行うため，探知施設を設け，警報，映像等を集中監視することができ
る設計とするとともに，核物質防護措置に係る関係機関との通信及び連絡
を行うことができる設計とする。さらに，防護された区域内においても，
施錠管理により，再処理施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設
備又は装置の操作に係る情報システム（以下「情報システム」という。）
への不法な接近を防止する設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針

設計方針（不法侵入の
防止）
設計方針（不正アクセ
ス防止）
設計方針（不法移動及
び妨害破壊行為の防
止）

3

また，再処理施設への不正な爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危
害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持込み（郵便物等
による敷地外からの爆発物及び有害物質の持込みを含む。）を防止するた
め，持込点検を行うことができる設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針
設計方針（爆発性又は
易燃性を有する物件そ
の他の持込防止）

4

さらに，不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を防止するため，情
報システムが電気通信回線を通じた不正アクセス行為（サイバーテロを含
む。）を受けることがないように，当該情報システムに対する外部からの
不正アクセスを遮断することができる設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針
設計方針（不正アクセ
ス防止）

5 これらの対策を核物質防護規定に定めて，管理する。 運用要求 施設共通　基本設計方針

設計方針（不法侵入の
防止）
設計方針（爆発性又は
易燃性を有する物件そ
の他の持込防止）
設計方針（不正アクセ
ス防止
設計方針（不法移動及
び妨害破壊行為の防
止）

6
人の容易な侵入を防止できる柵等を他施設と共用する場合は，共用によっ
て再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針
設計方針（その他共
用）

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２－１

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

2

4.1.1　系統及び機器への放射性物質の閉じ込め
　放射性物質を内包する系統及び機器は，放射性物質が漏えいし難い設計と
する。また，使用する化学薬品，取り扱う放射性物質，圧力及び温度並びに
保守及び修理の条件を考慮し，ステンレス鋼，ジルコニウムその他の腐食し
難い材料を使用するとともに，腐食しろを確保する設計とする。
　なお，使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する水槽の水の漏えいし難い設計に
ついては，第2章　個別項目の「1.　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設」
に示す。

設置要求
機能要求①

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込め）

△ 基本方針 －

3
　ウランを含む粉末，焼却灰その他の粉末状の放射性物質を非密封で取り扱
う場合は，密閉した系統及び機器内で取り扱う設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込め）

△ 基本方針 －

△ 基本方針

<熱交換器>
・容量
・伝熱面積
・主要材料
・主要寸法

<主配管>
・主要寸法
・主要材料

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

1

第1章　共通項目
4.　閉じ込めの機能
4.1　閉じ込め
　安全機能を有する施設は，放射性物質を系統若しくは機器に閉じ込める，
又は漏えいした場合においても，セル，グローブボックス及びこれらと同等
の閉じ込め機能を有する施設（以下「セル等」という。）若しくは建屋内に
保持し，放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

・プルトニウム精製設備の注水槽，注水槽の液位計
・北換気筒
・低レベル廃棄物処理建屋換気筒

・施設共通　基本設計方針

【機能要求②】
・使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
・使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備，燃料貯蔵設
備，燃料送出し設備，プール水冷却系，プール水浄
化系，補給水設備）
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備（受入れ系，蒸発濃縮系，ウラン
脱硝系）
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系，ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝系，焙焼・還元系，粉
体系）
・酸回収設備（第１酸回収系，第２酸回収系）
・溶媒回収設備（分離・分配系，プルトニウム精製
系，ウラン精製系，溶媒処理系）
・ウラン酸化物貯蔵設備
・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
・計測制御設備
・安全保護回路
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備（前処理建屋塔槽類廃ガス
処理設備，塔槽類廃ガス処理系（分離建屋），パル
セータ廃ガス処理系（分離建屋），塔槽類廃ガス処
理系（ウラン系），塔槽類廃ガス処理系（プルトニ
ウム系），パルセータ廃ガス処理系（精製建屋），
溶媒処理廃ガス処理系，ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔
槽類廃ガス処理設備，高レベル濃縮廃液廃ガス処理
系，不溶解残渣廃液廃ガス処理系，低レベル廃液処
理建屋塔槽類廃ガス処理設備，低レベル濃縮廃液処
理廃ガス処理系，廃溶媒処理廃ガス処理系，雑固体
廃棄物焼却処理廃ガス処理系，塔槽類廃ガス処理系
（低レベル廃棄物処理建屋），チャンネルボック
ス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理
設備，ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処
理設備，分析建屋塔槽類廃ガス処理設備）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・主排気筒
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系，ア
ルカリ廃液濃縮系，高レベル濃縮廃液貯蔵系，不溶
解残渣廃液貯蔵系，アルカリ濃縮廃液貯蔵系，共用
貯蔵系）
・低レベル廃液処理設備（第1低レベル廃液処理
系，第2低レベル廃液処理系，使用済燃料の受入れ
施設及び貯蔵施設廃液処理系，油分除去系，海洋放
出管理系）
・高レベル廃液ガラス固化設備
・低レベル固体廃棄物処理設備（低レベル濃縮廃液
処理系，廃溶媒処理系，雑固体廃棄物処理系，チャ
ンネルボックス・バーナブルポイズン処理系）
・低レベル固体廃棄物貯蔵設備（廃樹脂貯蔵系，ハ
ル・エンドピース貯蔵系）
・安全圧縮空気系
・安全冷却水系
・分析設備

上記の設備のうち，使用済燃料等を内包又は取り扱
う主要な系統及び機器

・換気設備（使用済燃料輸送容器管理建屋換気設
備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備，前処理
建屋換気設備，分離建屋換気設備，精製建屋換気設
備，ウラン脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混
合酸化物貯蔵建屋換気設備，高レベル廃液ガラス固
化建屋換気設備，第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設
備，低レベル廃液処理建屋換気設備，低レベル廃棄
物処理建屋換気設備，ハル・エンドピース貯蔵建屋
換気設備，チャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン処理建屋換気設備，分析建屋換気設備）

上記の換気設備のうち，主要な系統及び機器

基本方針
設計方針（閉じ込め）

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉じ
込めの機能に関する説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉じ
込めの機能に関する説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２－１

2

4.1.1　系統及び機器への放射性物質の閉じ込め
　放射性物質を内包する系統及び機器は，放射性物質が漏えいし難い設計と
する。また，使用する化学薬品，取り扱う放射性物質，圧力及び温度並びに
保守及び修理の条件を考慮し，ステンレス鋼，ジルコニウムその他の腐食し
難い材料を使用するとともに，腐食しろを確保する設計とする。
　なお，使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する水槽の水の漏えいし難い設計に
ついては，第2章　個別項目の「1.　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設」
に示す。

設置要求
機能要求①

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込め）

3
　ウランを含む粉末，焼却灰その他の粉末状の放射性物質を非密封で取り扱
う場合は，密閉した系統及び機器内で取り扱う設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込め）

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

1

第1章　共通項目
4.　閉じ込めの機能
4.1　閉じ込め
　安全機能を有する施設は，放射性物質を系統若しくは機器に閉じ込める，
又は漏えいした場合においても，セル，グローブボックス及びこれらと同等
の閉じ込め機能を有する施設（以下「セル等」という。）若しくは建屋内に
保持し，放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

・プルトニウム精製設備の注水槽，注水槽の液位計
・北換気筒
・低レベル廃棄物処理建屋換気筒

・施設共通　基本設計方針

【機能要求②】
・使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
・使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備，燃料貯蔵設
備，燃料送出し設備，プール水冷却系，プール水浄
化系，補給水設備）
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備（受入れ系，蒸発濃縮系，ウラン
脱硝系）
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系，ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝系，焙焼・還元系，粉
体系）
・酸回収設備（第１酸回収系，第２酸回収系）
・溶媒回収設備（分離・分配系，プルトニウム精製
系，ウラン精製系，溶媒処理系）
・ウラン酸化物貯蔵設備
・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
・計測制御設備
・安全保護回路
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備（前処理建屋塔槽類廃ガス
処理設備，塔槽類廃ガス処理系（分離建屋），パル
セータ廃ガス処理系（分離建屋），塔槽類廃ガス処
理系（ウラン系），塔槽類廃ガス処理系（プルトニ
ウム系），パルセータ廃ガス処理系（精製建屋），
溶媒処理廃ガス処理系，ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔
槽類廃ガス処理設備，高レベル濃縮廃液廃ガス処理
系，不溶解残渣廃液廃ガス処理系，低レベル廃液処
理建屋塔槽類廃ガス処理設備，低レベル濃縮廃液処
理廃ガス処理系，廃溶媒処理廃ガス処理系，雑固体
廃棄物焼却処理廃ガス処理系，塔槽類廃ガス処理系
（低レベル廃棄物処理建屋），チャンネルボック
ス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理
設備，ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処
理設備，分析建屋塔槽類廃ガス処理設備）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・主排気筒
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系，ア
ルカリ廃液濃縮系，高レベル濃縮廃液貯蔵系，不溶
解残渣廃液貯蔵系，アルカリ濃縮廃液貯蔵系，共用
貯蔵系）
・低レベル廃液処理設備（第1低レベル廃液処理
系，第2低レベル廃液処理系，使用済燃料の受入れ
施設及び貯蔵施設廃液処理系，油分除去系，海洋放
出管理系）
・高レベル廃液ガラス固化設備
・低レベル固体廃棄物処理設備（低レベル濃縮廃液
処理系，廃溶媒処理系，雑固体廃棄物処理系，チャ
ンネルボックス・バーナブルポイズン処理系）
・低レベル固体廃棄物貯蔵設備（廃樹脂貯蔵系，ハ
ル・エンドピース貯蔵系）
・安全圧縮空気系
・安全冷却水系
・分析設備

上記の設備のうち，使用済燃料等を内包又は取り扱
う主要な系統及び機器

・換気設備（使用済燃料輸送容器管理建屋換気設
備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備，前処理
建屋換気設備，分離建屋換気設備，精製建屋換気設
備，ウラン脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混
合酸化物貯蔵建屋換気設備，高レベル廃液ガラス固
化建屋換気設備，第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設
備，低レベル廃液処理建屋換気設備，低レベル廃棄
物処理建屋換気設備，ハル・エンドピース貯蔵建屋
換気設備，チャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン処理建屋換気設備，分析建屋換気設備）

上記の換気設備のうち，主要な系統及び機器

基本方針
設計方針（閉じ込め）

説明対象
申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

△ 基本方針 基本方針 － 基本方針 －

△ － 基本方針 － － －

第２回

－ 基本方針基本方針

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

△

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉じ
込めの機能に関する説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

<容器>
・主要材料
・主要寸法
・容量

<運搬・製品容器
>
・主要材料
・主要寸法

<ポンプ>
・揚程又は吐出
圧力
・容量
・原動機

<熱交換器>
・主要材料
・主要寸法
・伝熱面積
・容量

<圧縮機>
・容量
・吐出圧力
・主要材料
・主要寸法

<核物質等取扱
ボックス>
・主要材料
・主要寸法
・漏えい率

<機械装置>
・主要材料
・主要寸法

<主配管>
・主要材料
・主要寸法

<ファン>
・主要材料
・主要寸法
・容量
・原動機

<フィルタ>
・主要材料
・主要寸法
・効率
・容量

<建物・構築物>
・主要材料
・主要寸法

<主要弁>
・閉止時間
・駆動方式
・主要材料
・主要寸法

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲

＜インターロッ
ク＞
・検出器の種類
・設定値

<ろ過装置>
・主要材料
・主要寸法

基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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別紙２－１

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

5

4.1.3　放射性物質の漏えい拡大防止
(1)　セル等又は室への放射性物質を内包する設備の収納
　放射性物質を内包する系統及び機器は，その性状に応じてセル等又は室に
適切に収納する設計とする。
　プルトニウムを含む溶液及び粉末並びに高レベル放射性液体廃棄物（以下
「高レベル廃液」という。）を内包する系統及び機器は，分析のため少量を
取り扱う場合や，ウラン・プルトニウム混合酸化物（UO2・PuO2，以下「MOX」

という。）粉末を封入した混合酸化物貯蔵容器を取り扱う場合を除き，セル
等に収納する設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込め）

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

△ 基本方針 －

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

8

　使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する水槽から水が漏えいした場合でも水の
漏えいを検知し安全に処置できる設計とする。
　なお，使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する水槽から漏えいした水を検知し
安全に処置できる設計については，第2章　個別項目の「1.　使用済燃料の受
入れ施設及び貯蔵施設」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

△ 基本方針 －

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
・逆流防止に関する設計方針の説明については，既
設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術
基準への適合に関する説明書」）から変更なし。

△ 基本方針 －

4

4.1.2　放射性物質の逆流防止
　流体状の放射性物質を取り扱う設備は，放射性物質を含まない流体を取り
扱う設備への放射性物質の逆流により放射性物質を拡散しない設計とする。
　なお，放射性物質により汚染された空気を取り扱う換気設備の逆流防止に
関する設計については，第2章　個別項目の「5.　放射性廃棄物の廃棄施設」
の「5.1.4　換気設備」に示す。

設置要求
冒頭宣言

7

　液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を設置する室の床には漏えい
液受皿を設置し，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合は，漏えいを検
知し，漏えいの拡大を防止するとともに，漏えいした液の移送及び処理がで
きる設計とする。

機能要求①
機能要求②
評価要求

6

(2)　漏えい液の回収
　液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を収納するセル等の床にはス
テンレス鋼製の漏えい液受皿を設置し，液体状の放射性物質がセル等に漏え
いした場合は，漏えい検知装置により検知し，漏えいの拡大を防止するとと
もに，漏えいした液の性状に応じて定めた移送先に移送し処理できる設計と
する。

機能要求①
機能要求②
評価要求

・使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化系）
・ウラン精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備（受入系，蒸発濃縮系，ウラン脱
硝系）
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系，ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝系）
・溶媒回収設備（プルトニウム精製系）
・計測制御設備
・高レベル廃液処理設備（高レベル濃縮廃液貯蔵
系）
・低レベル廃液処理設備（第1低レベル廃液処理
系，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理
系，海洋放出管理系）
・低レベル固体廃棄物処理設備（低レベル濃縮廃液
処理系,廃溶媒処理系）
・低レベル固体廃棄物貯蔵設備（廃樹脂貯蔵系，ハ
ル・エンドピ－ス貯蔵系）
・分析設備

上記の設備のうち，室に設置している漏えい液受皿
からの漏えい液回収に係る系統及び機器
回収が重力流によらない場合：漏えい液受皿，漏え
いを検知するための設備
回収が重力流による場合：漏えい液受皿，漏えいを
検知するための設備及び漏えい液受皿から最終回収
先の貯槽までの配管

基本方針
設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大
防止）
評価条件（漏えいの拡大
防止）
評価（漏えいの拡大防
止）

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
・セル等及び室の床に設置する漏えい液受皿の容量
評価については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及
び工事の方法の技術基準への適合に関する説明
書」）から変更なし。

・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系，ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝系）
・酸回収設備（第１酸回収系，第２酸回収系）
・溶媒回収設備（分離・分配系，プルトニウム精製
系，ウラン精製系，溶媒処理系）
・計測制御設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処理系（分
離建屋），塔槽類廃ガス処理系（ウラン系），塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）,ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備，高レ
ベル濃縮廃液廃ガス処理系，不溶解残渣廃液廃ガス
処理系）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設
備）
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系，ア
ルカリ廃液濃縮系，高レベル濃縮廃液貯蔵系，不溶
解残渣廃液貯蔵系，アルカリ濃縮廃液貯蔵系，共用
貯蔵系）
・低レベル廃液処理設備（第１低レベル廃液処理
系）
・高レベル廃液ガラス固化設備
・分析設備

上記の設備のうち，セル等からの漏えい液回収に係
る系統及び機器
回収が重力流によらない場合：漏えい液受皿，漏え
い検知装置
回収が重力流による場合：漏えい液受皿，漏えい検
知装置及び漏えい液受皿から最終回収先の貯槽まで
の配管

※漏えいした液が沸騰又は爆発のおそれのある液体
状の放射性物質を内包する機器からの漏えいにおけ
る受皿以降の回収系統は，項目番号9で抽出する。

基本方針
設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大
防止・漏えい液の回収能
力）
評価条件評価（漏えいの
拡大防止・漏えい液の回
収能力）
評価（漏えいの拡大防
止・漏えい液の回収能
力）

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（逆流防止）

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
・逆流防止に関する設計方針の説明については，既
設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術
基準への適合に関する説明書」）から変更なし。

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉じ
込めの機能に関する説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉じ
込めの機能に関する説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

△ 基本方針 －

△ 基本方針 －

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
・セル等及び室の床に設置する漏えい液受皿の容量
評価については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及
び工事の方法の技術基準への適合に関する説明
書」）から変更なし。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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別紙２－１

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

5

4.1.3　放射性物質の漏えい拡大防止
(1)　セル等又は室への放射性物質を内包する設備の収納
　放射性物質を内包する系統及び機器は，その性状に応じてセル等又は室に
適切に収納する設計とする。
　プルトニウムを含む溶液及び粉末並びに高レベル放射性液体廃棄物（以下
「高レベル廃液」という。）を内包する系統及び機器は，分析のため少量を
取り扱う場合や，ウラン・プルトニウム混合酸化物（UO2・PuO2，以下「MOX」

という。）粉末を封入した混合酸化物貯蔵容器を取り扱う場合を除き，セル
等に収納する設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込め）

8

　使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する水槽から水が漏えいした場合でも水の
漏えいを検知し安全に処置できる設計とする。
　なお，使用済燃料を受け入れ又は貯蔵する水槽から漏えいした水を検知し
安全に処置できる設計については，第2章　個別項目の「1.　使用済燃料の受
入れ施設及び貯蔵施設」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

4

4.1.2　放射性物質の逆流防止
　流体状の放射性物質を取り扱う設備は，放射性物質を含まない流体を取り
扱う設備への放射性物質の逆流により放射性物質を拡散しない設計とする。
　なお，放射性物質により汚染された空気を取り扱う換気設備の逆流防止に
関する設計については，第2章　個別項目の「5.　放射性廃棄物の廃棄施設」
の「5.1.4　換気設備」に示す。

設置要求
冒頭宣言

7

　液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を設置する室の床には漏えい
液受皿を設置し，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合は，漏えいを検
知し，漏えいの拡大を防止するとともに，漏えいした液の移送及び処理がで
きる設計とする。

機能要求①
機能要求②
評価要求

6

(2)　漏えい液の回収
　液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を収納するセル等の床にはス
テンレス鋼製の漏えい液受皿を設置し，液体状の放射性物質がセル等に漏え
いした場合は，漏えい検知装置により検知し，漏えいの拡大を防止するとと
もに，漏えいした液の性状に応じて定めた移送先に移送し処理できる設計と
する。

機能要求①
機能要求②
評価要求

・使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化系）
・ウラン精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備（受入系，蒸発濃縮系，ウラン脱
硝系）
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系，ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝系）
・溶媒回収設備（プルトニウム精製系）
・計測制御設備
・高レベル廃液処理設備（高レベル濃縮廃液貯蔵
系）
・低レベル廃液処理設備（第1低レベル廃液処理
系，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理
系，海洋放出管理系）
・低レベル固体廃棄物処理設備（低レベル濃縮廃液
処理系,廃溶媒処理系）
・低レベル固体廃棄物貯蔵設備（廃樹脂貯蔵系，ハ
ル・エンドピ－ス貯蔵系）
・分析設備

上記の設備のうち，室に設置している漏えい液受皿
からの漏えい液回収に係る系統及び機器
回収が重力流によらない場合：漏えい液受皿，漏え
いを検知するための設備
回収が重力流による場合：漏えい液受皿，漏えいを
検知するための設備及び漏えい液受皿から最終回収
先の貯槽までの配管

基本方針
設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大
防止）
評価条件（漏えいの拡大
防止）
評価（漏えいの拡大防
止）

・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系，ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝系）
・酸回収設備（第１酸回収系，第２酸回収系）
・溶媒回収設備（分離・分配系，プルトニウム精製
系，ウラン精製系，溶媒処理系）
・計測制御設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処理系（分
離建屋），塔槽類廃ガス処理系（ウラン系），塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）,ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備，高レ
ベル濃縮廃液廃ガス処理系，不溶解残渣廃液廃ガス
処理系）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設
備）
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系，ア
ルカリ廃液濃縮系，高レベル濃縮廃液貯蔵系，不溶
解残渣廃液貯蔵系，アルカリ濃縮廃液貯蔵系，共用
貯蔵系）
・低レベル廃液処理設備（第１低レベル廃液処理
系）
・高レベル廃液ガラス固化設備
・分析設備

上記の設備のうち，セル等からの漏えい液回収に係
る系統及び機器
回収が重力流によらない場合：漏えい液受皿，漏え
い検知装置
回収が重力流による場合：漏えい液受皿，漏えい検
知装置及び漏えい液受皿から最終回収先の貯槽まで
の配管

※漏えいした液が沸騰又は爆発のおそれのある液体
状の放射性物質を内包する機器からの漏えいにおけ
る受皿以降の回収系統は，項目番号9で抽出する。

基本方針
設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大
防止・漏えい液の回収能
力）
評価条件評価（漏えいの
拡大防止・漏えい液の回
収能力）
評価（漏えいの拡大防
止・漏えい液の回収能
力）

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（逆流防止）

説明対象
申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ 基本方針 基本方針 － － －

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

△ 基本方針 － － － －

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

－ －

－ －

基本方針

－

基本方針

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉じ
込めの機能に関する説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

基本方針

基本方針

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
・逆流防止に関する設計方針の説明については，既
設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術
基準への適合に関する説明書」）から変更なし。

<容器>
・主要材料
・主要寸法
・高さ

<核物質等取扱
ボックス>
・主要材料
・主要寸法
・高さ

<主配管>
・主要材料
・主要寸法

<計装／放管設
備〉
・検出器の種類
・計測範囲
・設定値

<容器>
・主要材料
・主要寸法
・高さ

<主配管>
主要材料
主要寸法

<計装／放管設備
>
・検出器の種類
・計測範囲
・設定値

－ －

△

△

△

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
・セル等及び室の床に設置する漏えい液受皿の容量
評価については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及
び工事の方法の技術基準への適合に関する説明
書」）から変更なし。

－基本方針
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説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

12

(3)　熱媒へ漏えいした流体状の放射性物質の回収
　管理区域外から流体状の放射性物質を内包する設備へ冷却水，加熱蒸気及
び温水（以下「熱媒」という。）を供給する場合は，管理区域内で熱交換器
を介することで，放射性物質を含む流体を管理区域外に流出しない設計とす
る。

設置要求 施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込め）

△ 基本方針 －

13
　熱媒をセル内に設置された流体状の放射性物質を内包する設備へ供給する
場合は，熱媒中への放射性物質の漏えいを検知できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

施設共通　基本設計方針

【機能要求②】
セル内に熱媒を供給する設備の経路上に設置してい
る計測制御設備

基本方針
設計方針（閉じ込め）

△ 基本方針 －

14
　万一，熱媒中に放射性物質が漏えいした場合には，汚染した熱媒を安全に
処理できる設計とする。

機能要求① 施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込め）

△ 基本方針 －

△ 基本方針 －

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
・沸騰するおそれのある漏えい液又はn－ドデカン
の引火点に達するおそれのある漏えい液の回収評価
については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工
事の方法の技術基準への適合に関する説明書」）か
ら変更なし。

10

b.　臨界のおそれのある漏えい液の回収
　通常の運転状態において硝酸プルトニウム並びに硝酸プルトニウム及び硝
酸ウラニルの混合溶液の無限体系の未臨界濃度以上のプルトニウムを含む溶
液を内包する機器を収納するセルの床には，万一漏えいが発生した場合でも
臨界とならない漏えい液受皿を設ける設計とする。
　なお，漏えい液受皿の臨界管理に関する設計については，第１章　共通項
目の「1.　核燃料物質の臨界防止」の「1.1　核燃料物質の臨界防止に関する
設計」に基づくものとする。

機能要求②
評価要求
冒頭宣言

9

a.　沸騰するおそれのある又はn－ドデカンの引火点に達するおそれのある漏
えい液の回収
　漏えいした液の発熱量が大きく，沸騰のおそれがあるか又はTBP，n-ドデカ
ン及びこれらの混合物（以下「有機溶媒」という。）を含む漏えいした液が
n-ドデカンの引火点に達するおそれのあるセル等については，漏えいを検知
するための漏えい検知装置を多重化し，万一外部電源が喪失した場合でも，
漏えいした液を確実に移送するために，スチームジェットポンプを使用する
場合の蒸気はその他再処理設備の附属施設の安全蒸気系から供給し，ポンプ
を使用する場合の電源は非常用所内電源系統に接続する設計とする。また，
ポンプは，多重化するか，万一故障しても漏えいした液が沸騰に至らない間
に修理又は交換できる設計とする。
　なお，安全蒸気系の設計については，第2章　個別項目の「7.　その他再処
理設備の附属施設」の「7.2.3　蒸気供給設備」に示す。

機能要求①
機能要求②
評価要求
冒頭宣言

11

　連続移送の配管から漏えいのおそれがあり，漏えいしたプルトニウムを含
む溶液の回収が重力流によらない場合は，漏えい検知装置を臨界安全管理の
観点から多重化し，万一漏えいした場合には，漏えいを確実に検知し移送す
る設計とする。
　通常の運転状態において無限体系の未臨界濃度以上のプルトニウムを含む
溶液を連続移送する配管から漏えいのおそれがあり，漏えいしたプルトニウ
ムを含む溶液の回収が重力流によらない場合は，漏えい液受皿の集液溝を監
視する装置により，漏えいを検知する設計とする。

設置要求
機能要求②
評価要求

施設共通　基本設計方針

【機能要求②】
・プルトニウム精製設備
・計測制御設備

上記の設備のうち，連続移送配管から漏えいした未
臨界濃度以上のプルトニウムを含む溶液の回収が重
力流によらない漏えい液受皿，漏えい検知装置

基本方針
設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大
防止）
評価条件（漏えいの拡大
防止）
評価（漏えいの拡大防
止）

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉じ
込めの機能に関する説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

・プルトニウム精製設備
・精製施設一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系）

上記の設備のうち，臨界防止として，液厚管理の必
要がある漏えい液受皿

基本方針
設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大
防止）
評価条件（漏えいの拡大
防止）
評価（漏えいの拡大防
止）

・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・プルトニウム精製設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系，高
レベル濃縮廃液貯蔵系，不溶解残渣廃液貯蔵系，共
用貯蔵系）
・高レベル廃液ガラス固化設備
・計測制御設備
・安全蒸気系

上記の設備のうち，沸騰するおそれがある漏えい液
又はn-ドデカンの引火点に達するおそれのある漏え
い液受皿，漏えい検知装置，漏えい液受皿から回収
貯槽までの配管，ポンプで回収する場合はポンプ，
スチームジェットポンプで回収する場合はスチーム
ジェットポンプ並びに安全蒸気の供給に必要な系統
及び機器を対象とする。発熱量が大きく，安全に回
収するために希釈が必要な場合には，希釈液の供給
系統も含める。

基本方針
設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大
防止）
評価条件（漏えいの拡大
防止）
評価（漏えいの拡大防
止）

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
・沸騰するおそれのある漏えい液又はn－ドデカン
の引火点に達するおそれのある漏えい液の回収評価
については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工
事の方法の技術基準への適合に関する説明書」）か
ら変更なし。

△ 基本方針 －

△ 基本方針 －

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉じ
込めの機能に関する説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
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項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

12

(3)　熱媒へ漏えいした流体状の放射性物質の回収
　管理区域外から流体状の放射性物質を内包する設備へ冷却水，加熱蒸気及
び温水（以下「熱媒」という。）を供給する場合は，管理区域内で熱交換器
を介することで，放射性物質を含む流体を管理区域外に流出しない設計とす
る。

設置要求 施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込め）

13
　熱媒をセル内に設置された流体状の放射性物質を内包する設備へ供給する
場合は，熱媒中への放射性物質の漏えいを検知できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

施設共通　基本設計方針

【機能要求②】
セル内に熱媒を供給する設備の経路上に設置してい
る計測制御設備

基本方針
設計方針（閉じ込め）

14
　万一，熱媒中に放射性物質が漏えいした場合には，汚染した熱媒を安全に
処理できる設計とする。

機能要求① 施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込め）

10

b.　臨界のおそれのある漏えい液の回収
　通常の運転状態において硝酸プルトニウム並びに硝酸プルトニウム及び硝
酸ウラニルの混合溶液の無限体系の未臨界濃度以上のプルトニウムを含む溶
液を内包する機器を収納するセルの床には，万一漏えいが発生した場合でも
臨界とならない漏えい液受皿を設ける設計とする。
　なお，漏えい液受皿の臨界管理に関する設計については，第１章　共通項
目の「1.　核燃料物質の臨界防止」の「1.1　核燃料物質の臨界防止に関する
設計」に基づくものとする。

機能要求②
評価要求
冒頭宣言

9

a.　沸騰するおそれのある又はn－ドデカンの引火点に達するおそれのある漏
えい液の回収
　漏えいした液の発熱量が大きく，沸騰のおそれがあるか又はTBP，n-ドデカ
ン及びこれらの混合物（以下「有機溶媒」という。）を含む漏えいした液が
n-ドデカンの引火点に達するおそれのあるセル等については，漏えいを検知
するための漏えい検知装置を多重化し，万一外部電源が喪失した場合でも，
漏えいした液を確実に移送するために，スチームジェットポンプを使用する
場合の蒸気はその他再処理設備の附属施設の安全蒸気系から供給し，ポンプ
を使用する場合の電源は非常用所内電源系統に接続する設計とする。また，
ポンプは，多重化するか，万一故障しても漏えいした液が沸騰に至らない間
に修理又は交換できる設計とする。
　なお，安全蒸気系の設計については，第2章　個別項目の「7.　その他再処
理設備の附属施設」の「7.2.3　蒸気供給設備」に示す。

機能要求①
機能要求②
評価要求
冒頭宣言

11

　連続移送の配管から漏えいのおそれがあり，漏えいしたプルトニウムを含
む溶液の回収が重力流によらない場合は，漏えい検知装置を臨界安全管理の
観点から多重化し，万一漏えいした場合には，漏えいを確実に検知し移送す
る設計とする。
　通常の運転状態において無限体系の未臨界濃度以上のプルトニウムを含む
溶液を連続移送する配管から漏えいのおそれがあり，漏えいしたプルトニウ
ムを含む溶液の回収が重力流によらない場合は，漏えい液受皿の集液溝を監
視する装置により，漏えいを検知する設計とする。

設置要求
機能要求②
評価要求

施設共通　基本設計方針

【機能要求②】
・プルトニウム精製設備
・計測制御設備

上記の設備のうち，連続移送配管から漏えいした未
臨界濃度以上のプルトニウムを含む溶液の回収が重
力流によらない漏えい液受皿，漏えい検知装置

基本方針
設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大
防止）
評価条件（漏えいの拡大
防止）
評価（漏えいの拡大防
止）

・プルトニウム精製設備
・精製施設一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系）

上記の設備のうち，臨界防止として，液厚管理の必
要がある漏えい液受皿

基本方針
設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大
防止）
評価条件（漏えいの拡大
防止）
評価（漏えいの拡大防
止）

・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・プルトニウム精製設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系，高
レベル濃縮廃液貯蔵系，不溶解残渣廃液貯蔵系，共
用貯蔵系）
・高レベル廃液ガラス固化設備
・計測制御設備
・安全蒸気系

上記の設備のうち，沸騰するおそれがある漏えい液
又はn-ドデカンの引火点に達するおそれのある漏え
い液受皿，漏えい検知装置，漏えい液受皿から回収
貯槽までの配管，ポンプで回収する場合はポンプ，
スチームジェットポンプで回収する場合はスチーム
ジェットポンプ並びに安全蒸気の供給に必要な系統
及び機器を対象とする。発熱量が大きく，安全に回
収するために希釈が必要な場合には，希釈液の供給
系統も含める。

基本方針
設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大
防止）
評価条件（漏えいの拡大
防止）
評価（漏えいの拡大防
止）

説明対象
申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ － 基本方針 － － －

△ － 基本方針 － －

〈計装／放管設
備〉
・検出器の種類
・計測範囲
・設定値

△ － 基本方針 － － －

△

△

△

－ －基本方針

－

－

－

〈容器〉
・主要材料
・主要寸法
・高さ

<容器>
・主要材料
・主要寸法
・高さ

<計装／放管設備
>
・検出器の種類
・計測範囲
・設定値

基本方針

基本方針

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
・沸騰するおそれのある漏えい液又はn－ドデカン
の引火点に達するおそれのある漏えい液の回収評価
については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工
事の方法の技術基準への適合に関する説明書」）か
ら変更なし。

<熱交換器>
・主要材料
・主要構造
・容量
・伝熱面積

<ポンプ>
・揚程又は吐出
圧力
・容量
・原動機

〈容器〉
・主要材料
・主要寸法
・高さ
・容量

<主配管>
・主要材料
・主要寸法

<計装／放管設備
>
・検出器の種類
・計測範囲
・設定値

－ －

－ －

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉じ
込めの機能に関する説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２－１

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

15

4.1.4　放射性物質を取り扱う設備，セル等及び室の負圧維持
　プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を内包する系統及び機器，セル
等並びにこれらを収納する建屋は，原則として，気体廃棄物の廃棄施設によ
り常時負圧に保ち，それぞれの気圧は，建屋，セル等，系統及び機器の順に
低くすることで漏えいの拡大を防止する設計とする。
　また，上記以外の放射性物質を内包する系統及び機器，セル等並びにこれ
らを収納する建屋は，気体廃棄物の廃棄施設により負圧に保ち，それぞれの
気圧は，建屋，セル等，系統及び機器の順に低くすることで漏えいの拡大を
防止する設計とする。
　気体廃棄物の廃棄施設は，放射性物質の漏えい及び逆流を防止する設計と
するとともに，フィルタ，洗浄塔等により放射性物質を適切に除去した後，
主排気筒，北換気筒又は低レベル廃棄物処理建屋換気筒から放出する設計と
する。
　なお，放射性物質を適切に除去するための系統及び機器に関する設計につ
いては，第2章　個別項目の「5.　放射性廃棄物の廃棄施設」に示す。

機能要求①
機能要求②
冒頭宣言

16

　設計基準事故時においても，可能な限り負圧維持並びに漏えい及び逆流防
止の機能が確保される設計とするとともに，一部の換気系統の機能が損なわ
れた場合においても，再処理施設全体として気体の閉じ込め機能を確保する
設計とする。

機能要求①
機能要求②

18
　フードは，気体廃棄物の廃棄施設により開口部からの空気流入風速を確保
する設計とする。

機能要求①
機能要求②

17
4.1.5　グローブボックス及びフード
　プルトニウムを含む溶液及び粉末を取り扱うグローブボックスは，給気口
及び排気口を除き密閉できる設計とする。

機能要求②

・プルトニウム精製設備
・ウラン脱硝設備（受入れ系，ウラン脱硝系）
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（粉体系）
・塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処理系（低
レベル廃棄物処理建屋））
・換気設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設
備，分離建屋換気設備，精製建屋換気設備，ウラン
脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋換気設備，分析建屋換気設備）
・分析設備

上記の設備のうち，フード及びフードからの排気系

基本方針
設計方針（閉じ込め）

・プルトニウム精製設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系，ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝系，焙焼・還元系，粉
体系）

上記の設備のプルトニウムを含む溶液及び粉末を取
り扱うグローブボックス

基本方針
設計方針（閉じ込め）

・分離設備
・分配設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝系，焙焼・還元系，粉体系）
・計測制御設備
・安全保護回路
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備（前処理建屋塔槽類廃ガス
処理設備，塔槽類廃ガス処理系（分離建屋），パル
セータ廃ガス処理系（分離建屋），塔槽類廃ガス処
理系（プルトニウム系），パルセータ廃ガス処理系
（精製建屋），ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理設備，高レベル濃縮廃液廃ガス処
理系，不溶解残渣廃液廃ガス処理系）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備（前処理建屋換気設備，分離建屋換気設
備，精製建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋換気設備，高レベル廃液ガラス固化建屋換
気設備）
・主排気筒
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系）

上記の設備のうち，主要な系統及び機器

基本方針
設計方針（閉じ込め）

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉じ
込めの機能に関する説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

・分離設備
・分配設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備（受入れ系，ウラン脱硝系）
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系，ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝系，焙焼・還元系，粉
体系）
・酸回収設備（第1酸回収系，第2酸回収系）
・溶媒回収設備（溶媒処理系）
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備（前処理建屋塔槽類廃ガス
処理設備，塔槽類廃ガス処理系（分離建屋），パル
セータ廃ガス処理系（分離建屋），塔槽類廃ガス処
理系（ウラン系），塔槽類廃ガス処理系（プルトニ
ウム系），パルセータ廃ガス処理系（精製建屋），
溶媒処理廃ガス処理系，ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔
槽類廃ガス処理設備，高レベル濃縮廃液廃ガス処理
系，不溶解残渣廃液廃ガス処理系，低レベル廃液処
理建屋塔槽類廃ガス処理設備，低レベル濃縮廃液処
理廃ガス処理系，廃溶媒処理廃ガス処理系，雑固体
廃棄物焼却処理廃ガス処理系，塔槽類廃ガス処理系
（低レベル廃棄物処理建屋），チャンネルボック
ス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理
設備，ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処
理設備，分析建屋塔槽類廃ガス処理設備）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備（使用済燃料輸送容器管理建屋換気設
備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備，前処理
建屋換気設備，分離建屋換気設備，精製建屋換気設
備，ウラン脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混
合酸化物貯蔵建屋換気設備，高レベル廃液ガラス固
化建屋換気設備，第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設
備，低レベル廃液処理建屋換気設備，低レベル廃棄
物処理建屋換気設備，ハル・エンドピース貯蔵建屋
換気設備，チャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン処理建屋換気設備，分析建屋換気設備）
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系，高
レベル濃縮廃液貯蔵系）
・低レベル廃液処理設備（第1低レベル廃液処理
系，第2低レベル廃液処理系）
・低レベル固体廃棄物処理設備（雑固体廃棄物処理
系）
・分析設備

上記の設備のうち，主要な系統及び機器

基本方針
設計方針（閉じ込め）

△ 基本方針 －

△ 基本方針 －

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉じ
込めの機能に関する説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

△

△ 基本方針 －

基本方針 －

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２－１

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

15

4.1.4　放射性物質を取り扱う設備，セル等及び室の負圧維持
　プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を内包する系統及び機器，セル
等並びにこれらを収納する建屋は，原則として，気体廃棄物の廃棄施設によ
り常時負圧に保ち，それぞれの気圧は，建屋，セル等，系統及び機器の順に
低くすることで漏えいの拡大を防止する設計とする。
　また，上記以外の放射性物質を内包する系統及び機器，セル等並びにこれ
らを収納する建屋は，気体廃棄物の廃棄施設により負圧に保ち，それぞれの
気圧は，建屋，セル等，系統及び機器の順に低くすることで漏えいの拡大を
防止する設計とする。
　気体廃棄物の廃棄施設は，放射性物質の漏えい及び逆流を防止する設計と
するとともに，フィルタ，洗浄塔等により放射性物質を適切に除去した後，
主排気筒，北換気筒又は低レベル廃棄物処理建屋換気筒から放出する設計と
する。
　なお，放射性物質を適切に除去するための系統及び機器に関する設計につ
いては，第2章　個別項目の「5.　放射性廃棄物の廃棄施設」に示す。

機能要求①
機能要求②
冒頭宣言

16

　設計基準事故時においても，可能な限り負圧維持並びに漏えい及び逆流防
止の機能が確保される設計とするとともに，一部の換気系統の機能が損なわ
れた場合においても，再処理施設全体として気体の閉じ込め機能を確保する
設計とする。

機能要求①
機能要求②

18
　フードは，気体廃棄物の廃棄施設により開口部からの空気流入風速を確保
する設計とする。

機能要求①
機能要求②

17
4.1.5　グローブボックス及びフード
　プルトニウムを含む溶液及び粉末を取り扱うグローブボックスは，給気口
及び排気口を除き密閉できる設計とする。

機能要求②

・プルトニウム精製設備
・ウラン脱硝設備（受入れ系，ウラン脱硝系）
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（粉体系）
・塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処理系（低
レベル廃棄物処理建屋））
・換気設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設
備，分離建屋換気設備，精製建屋換気設備，ウラン
脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋換気設備，分析建屋換気設備）
・分析設備

上記の設備のうち，フード及びフードからの排気系

基本方針
設計方針（閉じ込め）

・プルトニウム精製設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系，ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝系，焙焼・還元系，粉
体系）

上記の設備のプルトニウムを含む溶液及び粉末を取
り扱うグローブボックス

基本方針
設計方針（閉じ込め）

・分離設備
・分配設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝系，焙焼・還元系，粉体系）
・計測制御設備
・安全保護回路
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備（前処理建屋塔槽類廃ガス
処理設備，塔槽類廃ガス処理系（分離建屋），パル
セータ廃ガス処理系（分離建屋），塔槽類廃ガス処
理系（プルトニウム系），パルセータ廃ガス処理系
（精製建屋），ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理設備，高レベル濃縮廃液廃ガス処
理系，不溶解残渣廃液廃ガス処理系）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備（前処理建屋換気設備，分離建屋換気設
備，精製建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋換気設備，高レベル廃液ガラス固化建屋換
気設備）
・主排気筒
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系）

上記の設備のうち，主要な系統及び機器

基本方針
設計方針（閉じ込め）

・分離設備
・分配設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備（受入れ系，ウラン脱硝系）
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系，ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝系，焙焼・還元系，粉
体系）
・酸回収設備（第1酸回収系，第2酸回収系）
・溶媒回収設備（溶媒処理系）
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備（前処理建屋塔槽類廃ガス
処理設備，塔槽類廃ガス処理系（分離建屋），パル
セータ廃ガス処理系（分離建屋），塔槽類廃ガス処
理系（ウラン系），塔槽類廃ガス処理系（プルトニ
ウム系），パルセータ廃ガス処理系（精製建屋），
溶媒処理廃ガス処理系，ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔
槽類廃ガス処理設備，高レベル濃縮廃液廃ガス処理
系，不溶解残渣廃液廃ガス処理系，低レベル廃液処
理建屋塔槽類廃ガス処理設備，低レベル濃縮廃液処
理廃ガス処理系，廃溶媒処理廃ガス処理系，雑固体
廃棄物焼却処理廃ガス処理系，塔槽類廃ガス処理系
（低レベル廃棄物処理建屋），チャンネルボック
ス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理
設備，ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処
理設備，分析建屋塔槽類廃ガス処理設備）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備（使用済燃料輸送容器管理建屋換気設
備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備，前処理
建屋換気設備，分離建屋換気設備，精製建屋換気設
備，ウラン脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混
合酸化物貯蔵建屋換気設備，高レベル廃液ガラス固
化建屋換気設備，第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設
備，低レベル廃液処理建屋換気設備，低レベル廃棄
物処理建屋換気設備，ハル・エンドピース貯蔵建屋
換気設備，チャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン処理建屋換気設備，分析建屋換気設備）
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系，高
レベル濃縮廃液貯蔵系）
・低レベル廃液処理設備（第1低レベル廃液処理
系，第2低レベル廃液処理系）
・低レベル固体廃棄物処理設備（雑固体廃棄物処理
系）
・分析設備

上記の設備のうち，主要な系統及び機器

基本方針
設計方針（閉じ込め）

説明対象
申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△

△ 基本方針

基本方針

基本方針

－

基本方針

△

△

－ －

基本方針

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

－

－

<容器>
・容量

<熱交換器>
・容量

<ファン>
容量
原動機

<主配管>
・主要材料
・主要寸法

<ポンプ>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・原動機

<核物質等取扱
ボックス>
・主要寸法
・主要材料
・漏えい率

<容器>
・容量

<熱交換器>
・容量

<ファン>
・容量
・原動機

<フィルタ>
・効率
・容量

<主配管>
・主要寸法
・主要材料

＜主要弁＞
・閉止時間
・駆動方式
・主要寸法
・主要材料

<ポンプ>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・原動機

<建物・構築物>
・主要材料
・主要寸法

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲

＜インターロッ
ク＞
・検出器の種類
・設定値

－ －

－ －

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉じ
込めの機能に関する説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

<核物質等取扱
ボックス>
・漏えい率

<核物質等取扱
ボックス>
・開口部風速

<ファン>
・容量
・原動機

<主配管>
・主要寸法
・主要寸法

－ －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２－１

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

24
　人が触れるおそれがある物の放射性物質による汚染を除去する除染設備を
設けることで，放射性物質を除去できる設計とする。除染設備の排水は，液
体廃棄物の廃棄施設で処理する設計とする。

機能要求①
設置要求

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（汚染防止）

－ － － － －

・前処理建屋
・分離建屋
・精製建屋
・ウラン脱硝建屋
・低レベル廃棄物処理建屋
・チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋

上記の建屋において，施設外に通じる出入口又はそ
の周辺部に設置している液体状の放射性物質の施設
外への漏えいを防止する堰

基本方針
設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大
防止）
評価条件（漏えいの拡大
防止）
評価（漏えいの拡大防
止）

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
・堰の容量評価については，既設工認（添付書類
「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に関
する説明書」）から変更なし。

△ 基本方針 －

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
・堰の容量評価については，既設工認（添付書類
「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に関
する説明書」）から変更なし。

21

　液体状の放射性物質を取り扱う設備が設置される施設内部のうち，液体状
の放射性物質の漏えいが拡大するおそれがある部分の床面，適切な高さまで
の壁面，堰及びこれらの接合部は，耐水性を有する設計とし，液体状の放射
性物質が漏えいし難い設計とする。また，床面，壁面及び堰に貫通部を設け
る場合は，床面，壁面及び堰の耐水性が損なわれない設計とする。

設置要求

19

4.1.6　崩壊熱除去
　再処理施設は，使用済燃料及びその溶解液，放射性廃棄物等の貯蔵及び処
理時に発生する崩壊熱による異常な温度上昇を防止する設計とする。
　なお，溶解液等の貯蔵及び処理時に発生する崩壊熱による溶液の異常な温
度上昇を防止するために使用する安全冷却水系の設計については，第2章 個
別項目の「7.　その他再処理設備の附属施設」の「7.2.2　冷却水設備」に示
す。
　また，使用済燃料，製品貯蔵容器及び放射性廃棄物であるガラス固化体の
貯蔵時に発生する崩壊熱による異常な温度上昇の防止に関する設計について
は，それぞれ第2章　個別項目の「1.　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設」，「3.　製品貯蔵施設」及び「5.　放射性廃棄物の廃棄施設」の「5.3
固体廃棄物の廃棄施設」に示す。

機能要求①
機能要求②
評価要求
冒頭宣言

20

4.1.7　液体状の放射性物質の施設外への漏えい防止
　液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を設置する室の床には「4.1.3
放射性物質の漏えい拡大防止」に示す漏えい液受皿を設置し，液体状の放射
性物質が施設外へ漏えいすることを防止する設計としている。
　漏えい液受皿を設置しない場合は，液体状の放射性物質を取り扱う設備の
周辺部又は施設外に通じる出入口若しくはその周辺部に堰を設置することに
より，液体状の放射性物質を内包する機器からの漏えい量のうち，最大の漏
えい量をもってしても，施設外へ漏えいすることを防止する設計とする。

機能要求②
評価要求

23

4.2　放射性物質による汚染の防止
　放射性物質による汚染のおそれのある部屋の床及び人が触れるおそれのあ
る壁の表面は，汚染の除去が容易で腐食し難い樹脂系塗料等の材料によって
仕上げる設計とする。

設置要求

22
　液体状の放射性物質を取り扱う設備が設置される施設の床面下には，敷地
外に管理されずに排出される排水が流れる排水路を設置しない設計とする。

設置要求

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（汚染防止）

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込め）

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉じ
込めの機能に関する説明書

2.2　放射性物質による汚染の防止

【2.　基本方針】
【2.2　放射性物質による汚染の防止】
・放射性物質による汚染の防止に関する設計につい
て説明する。

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉じ
込めの機能に関する説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込め）

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系）
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系，高
レベル濃縮廃液貯蔵系，不溶解残渣廃液貯蔵系，共
用貯蔵系）
・高レベル廃液ガラス固化設備
・安全冷却水系

上記設備のうち，事業変更許可申請書 添付書類六
第９.５－２表に記載の崩壊熱除去用冷却水を必要
とする機器へ冷却水を供給する系統及び機器（冷却
塔，ポンプ，熱交換器，容器）

基本方針
設計方針(崩壊熱除去)
評価条件（崩壊熱除去）
評価方法（崩壊熱除去）
評価(崩壊熱除去)

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
・沸騰するおそれがある溶液における崩壊熱除去の
評価については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及
び工事の方法の技術基準への適合に関する説明
書」）から変更なし。

－ －

△ 基本方針 －

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉じ
込めの機能に関する説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

△ 基本方針

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
・沸騰するおそれがある溶液における崩壊熱除去の
評価については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及
び工事の方法の技術基準への適合に関する説明
書」）から変更なし。

－ － －

△ 基本方針

<熱交換器>
・伝熱面積
・容量
・主要材料
・主要寸法

<主配管>
・主要寸法
・主要材料

－

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２－１

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

24
　人が触れるおそれがある物の放射性物質による汚染を除去する除染設備を
設けることで，放射性物質を除去できる設計とする。除染設備の排水は，液
体廃棄物の廃棄施設で処理する設計とする。

機能要求①
設置要求

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（汚染防止）

・前処理建屋
・分離建屋
・精製建屋
・ウラン脱硝建屋
・低レベル廃棄物処理建屋
・チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋

上記の建屋において，施設外に通じる出入口又はそ
の周辺部に設置している液体状の放射性物質の施設
外への漏えいを防止する堰

基本方針
設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大
防止）
評価条件（漏えいの拡大
防止）
評価（漏えいの拡大防
止）

21

　液体状の放射性物質を取り扱う設備が設置される施設内部のうち，液体状
の放射性物質の漏えいが拡大するおそれがある部分の床面，適切な高さまで
の壁面，堰及びこれらの接合部は，耐水性を有する設計とし，液体状の放射
性物質が漏えいし難い設計とする。また，床面，壁面及び堰に貫通部を設け
る場合は，床面，壁面及び堰の耐水性が損なわれない設計とする。

設置要求

19

4.1.6　崩壊熱除去
　再処理施設は，使用済燃料及びその溶解液，放射性廃棄物等の貯蔵及び処
理時に発生する崩壊熱による異常な温度上昇を防止する設計とする。
　なお，溶解液等の貯蔵及び処理時に発生する崩壊熱による溶液の異常な温
度上昇を防止するために使用する安全冷却水系の設計については，第2章 個
別項目の「7.　その他再処理設備の附属施設」の「7.2.2　冷却水設備」に示
す。
　また，使用済燃料，製品貯蔵容器及び放射性廃棄物であるガラス固化体の
貯蔵時に発生する崩壊熱による異常な温度上昇の防止に関する設計について
は，それぞれ第2章　個別項目の「1.　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設」，「3.　製品貯蔵施設」及び「5.　放射性廃棄物の廃棄施設」の「5.3
固体廃棄物の廃棄施設」に示す。

機能要求①
機能要求②
評価要求
冒頭宣言

20

4.1.7　液体状の放射性物質の施設外への漏えい防止
　液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を設置する室の床には「4.1.3
放射性物質の漏えい拡大防止」に示す漏えい液受皿を設置し，液体状の放射
性物質が施設外へ漏えいすることを防止する設計としている。
　漏えい液受皿を設置しない場合は，液体状の放射性物質を取り扱う設備の
周辺部又は施設外に通じる出入口若しくはその周辺部に堰を設置することに
より，液体状の放射性物質を内包する機器からの漏えい量のうち，最大の漏
えい量をもってしても，施設外へ漏えいすることを防止する設計とする。

機能要求②
評価要求

23

4.2　放射性物質による汚染の防止
　放射性物質による汚染のおそれのある部屋の床及び人が触れるおそれのあ
る壁の表面は，汚染の除去が容易で腐食し難い樹脂系塗料等の材料によって
仕上げる設計とする。

設置要求

22
　液体状の放射性物質を取り扱う設備が設置される施設の床面下には，敷地
外に管理されずに排出される排水が流れる排水路を設置しない設計とする。

設置要求

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（汚染防止）

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込め）

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（閉じ込め）

・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系）
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系，高
レベル濃縮廃液貯蔵系，不溶解残渣廃液貯蔵系，共
用貯蔵系）
・高レベル廃液ガラス固化設備
・安全冷却水系

上記設備のうち，事業変更許可申請書 添付書類六
第９.５－２表に記載の崩壊熱除去用冷却水を必要
とする機器へ冷却水を供給する系統及び機器（冷却
塔，ポンプ，熱交換器，容器）

基本方針
設計方針(崩壊熱除去)
評価条件（崩壊熱除去）
評価方法（崩壊熱除去）
評価(崩壊熱除去)

説明対象
申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ 基本方針 基本方針 － － －

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
・堰の容量評価については，既設工認（添付書類
「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に関
する説明書」）から変更なし。

△

<建物・構築物>
・主要材料
・主要寸法
・床面及び壁面
の塗装の範囲

－

基本方針

基本方針

－ 基本方針 － －

基本方針

－ －

－ －

－ －

－

△

基本方針

基本方針

△

△

基本方針

【2.　基本方針】
【2.2　放射性物質による汚染の防止の基本方針】
・放射性物質による汚染の防止に関する設計につい
て説明する。

－

－

－

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。
・沸騰するおそれがある溶液における崩壊熱除去の
評価については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及
び工事の方法の技術基準への適合に関する説明
書」）から変更なし。

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉じ
込めの機能に関する説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉じ
込めの機能に関する説明書

2.2　放射性物質による汚染の防止

基本方針△

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計に
ついて説明する。

<容器>
・容量
・伝熱面積
・主要材料
・主要寸法

<熱交換器>
・容量
・伝熱面積
・主要材料
・主要寸法

<ポンプ>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・原動機

<主配管>
・主要寸法
・主要材料

基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能（第２章 個別項目 冷却水設備等））

別紙２－２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

冷-1

7.2.2　冷却水設備
冷却水設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章 共通項

目の「2. 地盤」，「3. 自然現象等」，「4. 閉じ込めの機能」，「5.
火災等による損傷の防止」，「6. 再処理施設内における溢水による損傷
の防止」，「7. 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防
止」及び「9.　設備に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 － － － － ○ － － － －

冷-2
冷却水設備は，一般冷却水系及び安全冷却水系で構成し，再処理施設内

の各施設で発生する熱を除去し，冷却塔から大気に放熱する設計とする。
設置要求

冷却水設備（一般冷却水系，安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(1)，第9.5-1表(2)，第
9.5-1～5図

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－ △ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－

冷-3

7.2.2.1　一般冷却水系
一般冷却水系は，各建屋換気空調用，使用済燃料輸送容器管理建屋用，

再処理設備本体用，運転予備用ディーゼル発電機用，第2運転予備用
ディーゼル発電機用及び再処理設備本体の運転予備負荷用の系統で構成す
る設計とする。

設置要求
冷却水設備（一般冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(1)，第9.5-1，2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－ － － － － －

冷-4

(1)　各建屋換気空調用
各建屋換気空調用の一般冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷

却水循環ポンプによって，再処理設備本体，計測制御系統施設，放射性廃
棄物の廃棄施設及びその他再処理設備の附属施設に冷却水を供給し，主と
して各建屋換気空調等で発生する熱を除去する設計とする。

設置要求
冷却水設備（一般冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(1)，第9.5-1，2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－ － － － － －

冷-5

(2)　使用済燃料輸送容器管理建屋用
使用済燃料輸送容器管理建屋用の一般冷却水系は，冷却塔により冷却水

を除熱し，冷却水循環ポンプによって，使用済燃料輸送容器管理建屋の除
染エリア内の放射性廃棄物の廃棄施設の換気空調及びその他再処理設備の
附属施設に冷却水を供給し，発生する熱を除去する設計とする。

設置要求
冷却水設備（一般冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(1)，第9.5-1，2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－ － － － － －

冷-6

(3)　再処理設備本体用
再処理設備本体用の一般冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷

却水循環ポンプによって，再処理設備本体及び放射性廃棄物の廃棄施設の
凝縮器等に冷却水を供給し，発生する熱を除去する設計とする。

設置要求
冷却水設備（一般冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(1)，第9.5-1，2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－ － － － － －

冷-7

(4) 運転予備用ディーゼル発電機用及び第2運転予備用ディーゼル発電機
用

運転予備用ディーゼル発電機用及び第2運転予備用ディーゼル発電機用
の一般冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプに
よって，その他再処理設備の附属施設の運転予備用ディーゼル発電機及び
第2運転予備用ディーゼル発電機に冷却水を供給し，発生する熱を除去す
る設計とする。

設置要求
冷却水設備（一般冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(1)，第9.5-1，2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－ － － － － －

冷-8

(5)　再処理設備本体の運転予備負荷用
再処理設備本体の運転予備負荷用の一般冷却水系は，冷却塔により冷却

水を除熱し，冷却水循環ポンプによって，運転予備負荷に直接，又は冷凍
機を介して冷却水を供給し，発生する熱を除去する設計とする。

設置要求
冷却水設備（一般冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(1)，第9.5-1，2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－ － － － － －

冷-9

7.2.2.2　安全冷却水系
安全冷却水系は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用，再処理設備

本体用並びに第2非常用ディーゼル発電機用の系統で構成する設計とす
る。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）
地下水排水設備

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－ △ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－

冷-10

(1)　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系（MOX燃料加工

施設と一部共用（以下同じ。））は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却
水循環ポンプによって，使用済燃料の貯蔵施設のプール水冷却系の熱交換
器及びその他再処理設備の附属施設の第1非常用ディーゼル発電機等に冷
却水を供給し，発生する熱を除去する設計とする。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

Ⅵ－１－２　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設に関する説明書【次回以降申請】
（第19条「使用済燃料の貯蔵施設等」の添付書類
で記載する。）

－ △ 基本方針 －

Ⅵ－１－２　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設に関する説明書【次回以降申請】
（第19条「使用済燃料の貯蔵施設等」の添付書類
で記載する。）

－

冷-11
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系は，独立した2

系列の冷却塔，冷却水循環ポンプ等により構成し，1系列の運転でも必要
とする熱除去ができる容量を有する設計とする。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

Ⅵ－１－２　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設に関する説明書【次回以降申請】
（第19条「使用済燃料の貯蔵施設等」の添付書類
で記載する。）

－ △ 基本方針 －

Ⅵ－１－２　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設に関する説明書【次回以降申請】
（第19条「使用済燃料の貯蔵施設等」の添付書類
で記載する。）

－

冷-12

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系は，MOX燃料加工
施設と共用するモニタリングポストの非常用電源設備である第1非常用
ディーゼル発電機の熱を除去するため，MOX燃料加工施設と共用し，共用
によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

設計方針（共用）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－ ○ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－

冷-13

(2)　再処理設備本体用
再処理設備本体用の安全冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷

却水循環ポンプによって再処理設備本体，計測制御系統施設，放射性廃棄
物の廃棄施設及びその他再処理設備の附属施設の機器類等に冷却水を供給
し，各施設で発生する熱を除去する設計とする。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉
じ込めの機能に関する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理設備本体用の安全冷却水系の主な系統
構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理設備本体用の安
全冷却水系の主な系統構成】

再処理設備本体用の安全冷却水系の構成及び設計

△ 基本方針 －

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉
じ込めの機能に関する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理設備本体用の安全冷却水系の主な系統
構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理設備本体用の安
全冷却水系の主な系統構成】

再処理設備本体用の安全冷却水系の構成及び設計

展開事項

第１回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 添付書類　構成 添付書類　説明内容
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能（第２章 個別項目 冷却水設備等））

別紙２－２

冷-1

7.2.2　冷却水設備
冷却水設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章 共通項

目の「2. 地盤」，「3. 自然現象等」，「4. 閉じ込めの機能」，「5.
火災等による損傷の防止」，「6. 再処理施設内における溢水による損傷
の防止」，「7. 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防
止」及び「9.　設備に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 － －

冷-2
冷却水設備は，一般冷却水系及び安全冷却水系で構成し，再処理施設内

の各施設で発生する熱を除去し，冷却塔から大気に放熱する設計とする。
設置要求

冷却水設備（一般冷却水系，安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(1)，第9.5-1表(2)，第
9.5-1～5図

基本方針

冷-3

7.2.2.1　一般冷却水系
一般冷却水系は，各建屋換気空調用，使用済燃料輸送容器管理建屋用，

再処理設備本体用，運転予備用ディーゼル発電機用，第2運転予備用
ディーゼル発電機用及び再処理設備本体の運転予備負荷用の系統で構成す
る設計とする。

設置要求
冷却水設備（一般冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(1)，第9.5-1，2図）

基本方針

冷-4

(1)　各建屋換気空調用
各建屋換気空調用の一般冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷

却水循環ポンプによって，再処理設備本体，計測制御系統施設，放射性廃
棄物の廃棄施設及びその他再処理設備の附属施設に冷却水を供給し，主と
して各建屋換気空調等で発生する熱を除去する設計とする。

設置要求
冷却水設備（一般冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(1)，第9.5-1，2図）

基本方針

冷-5

(2)　使用済燃料輸送容器管理建屋用
使用済燃料輸送容器管理建屋用の一般冷却水系は，冷却塔により冷却水

を除熱し，冷却水循環ポンプによって，使用済燃料輸送容器管理建屋の除
染エリア内の放射性廃棄物の廃棄施設の換気空調及びその他再処理設備の
附属施設に冷却水を供給し，発生する熱を除去する設計とする。

設置要求
冷却水設備（一般冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(1)，第9.5-1，2図）

基本方針

冷-6

(3)　再処理設備本体用
再処理設備本体用の一般冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷

却水循環ポンプによって，再処理設備本体及び放射性廃棄物の廃棄施設の
凝縮器等に冷却水を供給し，発生する熱を除去する設計とする。

設置要求
冷却水設備（一般冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(1)，第9.5-1，2図）

基本方針

冷-7

(4) 運転予備用ディーゼル発電機用及び第2運転予備用ディーゼル発電機
用

運転予備用ディーゼル発電機用及び第2運転予備用ディーゼル発電機用
の一般冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプに
よって，その他再処理設備の附属施設の運転予備用ディーゼル発電機及び
第2運転予備用ディーゼル発電機に冷却水を供給し，発生する熱を除去す
る設計とする。

設置要求
冷却水設備（一般冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(1)，第9.5-1，2図）

基本方針

冷-8

(5)　再処理設備本体の運転予備負荷用
再処理設備本体の運転予備負荷用の一般冷却水系は，冷却塔により冷却

水を除熱し，冷却水循環ポンプによって，運転予備負荷に直接，又は冷凍
機を介して冷却水を供給し，発生する熱を除去する設計とする。

設置要求
冷却水設備（一般冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(1)，第9.5-1，2図）

基本方針

冷-9

7.2.2.2　安全冷却水系
安全冷却水系は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用，再処理設備

本体用並びに第2非常用ディーゼル発電機用の系統で構成する設計とす
る。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）
地下水排水設備

基本方針

冷-10

(1)　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系（MOX燃料加工

施設と一部共用（以下同じ。））は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却
水循環ポンプによって，使用済燃料の貯蔵施設のプール水冷却系の熱交換
器及びその他再処理設備の附属施設の第1非常用ディーゼル発電機等に冷
却水を供給し，発生する熱を除去する設計とする。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

冷-11
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系は，独立した2

系列の冷却塔，冷却水循環ポンプ等により構成し，1系列の運転でも必要
とする熱除去ができる容量を有する設計とする。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

冷-12

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系は，MOX燃料加工
施設と共用するモニタリングポストの非常用電源設備である第1非常用
ディーゼル発電機の熱を除去するため，MOX燃料加工施設と共用し，共用
によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

設計方針（共用）

冷-13

(2)　再処理設備本体用
再処理設備本体用の安全冷却水系は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷

却水循環ポンプによって再処理設備本体，計測制御系統施設，放射性廃棄
物の廃棄施設及びその他再処理設備の附属施設の機器類等に冷却水を供給
し，各施設で発生する熱を除去する設計とする。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

△ 基本方針 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－

△ 基本方針 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－

△ 基本方針 - - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－

△ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－

△ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－

△ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－

△ 基本方針 - - - -

Ⅵ－１－２　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設に関する説明書【次回以降申請】
（第19条「使用済燃料の貯蔵施設等」の添付書類
で記載する。）

－

△ 基本方針 - - - -

Ⅵ－１－２　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設に関する説明書【次回以降申請】
（第19条「使用済燃料の貯蔵施設等」の添付書類
で記載する。）

－

○ 基本方針 - - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－

△ - 基本方針 - - -

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉
じ込めの機能に関する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理設備本体用の安全冷却水系の主な系統
構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理設備本体用の安
全冷却水系の主な系統構成】

再処理設備本体用の安全冷却水系の構成及び設計

第１Ｇｒ申請と同一

第１Ｇｒ申請と同一

第１Ｇｒ申請と同一

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能（第２章 個別項目 冷却水設備等））

別紙２－２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

展開事項

第１回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 添付書類　構成 添付書類　説明内容

冷-14
再処理設備本体用の安全冷却水系の冷却水は，崩壊熱により溶液が沸騰

するおそれのある機器の崩壊熱の除去，安全圧縮空気系の空気圧縮機の冷
却，建屋換気空調等のために供給する設計とする。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉
じ込めの機能に関する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理設備本体用の安全冷却水系の主な系統
構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理設備本体用の安
全冷却水系の主な系統構成】

再処理設備本体用の安全冷却水系の構成及び設計

△ 基本方針 －

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉
じ込めの機能に関する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理設備本体用の安全冷却水系の主な系統
構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理設備本体用の安
全冷却水系の主な系統構成】

再処理設備本体用の安全冷却水系の構成及び設計

冷-15

再処理設備本体用の安全冷却水系は，独立した2系列の冷却塔，冷却水
循環ポンプ等により構成し，1系列の運転でも必要とする熱除去ができる
容量を有する設計とする。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉
じ込めの機能に関する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理設備本体用の安全冷却水系の主な系統
構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理設備本体用の安
全冷却水系の主な系統構成】

再処理設備本体用の安全冷却水系の構成及び設計

△ 基本方針 －

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉
じ込めの機能に関する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理設備本体用の安全冷却水系の主な系統
構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理設備本体用の安
全冷却水系の主な系統構成】

再処理設備本体用の安全冷却水系の構成及び設計

冷-16

崩壊熱除去用の冷却水は，各建屋に中間熱交換器を設置して熱交換し，
冷却水循環ポンプで各施設の機器に設ける冷却コイル又は冷却ジャケット
に冷却水を供給する。崩壊熱による溶液の沸騰までの時間余裕が小さい場
合は，中間熱交換器以降は独立した2系列とする設計とする。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉
じ込めの機能に関する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理設備本体用の安全冷却水系の主な系統
構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理設備本体用の安
全冷却水系の主な系統構成】

再処理設備本体用の安全冷却水系の構成及び設計

△ 基本方針 －

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉
じ込めの機能に関する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理設備本体用の安全冷却水系の主な系統
構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理設備本体用の安
全冷却水系の主な系統構成】

再処理設備本体用の安全冷却水系の構成及び設計

冷-17
崩壊熱除去用冷却水の供給が必要な施設は溶解施設の溶解設備の中間

ポット，分離施設の分離設備の溶解液中間貯槽，精製施設のプルトニウム
精製設備のプルトニウム溶液受槽等である。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉
じ込めの機能に関する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理設備本体用の安全冷却水系の主な系統
構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理設備本体用の安
全冷却水系の主な系統構成】

再処理設備本体用の安全冷却水系の構成及び設計

△ 基本方針 －

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉
じ込めの機能に関する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理設備本体用の安全冷却水系の主な系統
構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理設備本体用の安
全冷却水系の主な系統構成】

再処理設備本体用の安全冷却水系の構成及び設計

冷-18

再処理設備本体用の安全冷却水系は，その他再処理設備の附属施設の安
全圧縮空気系の空気圧縮機へ直接供給し，また，制御建屋等で非常用所内
電源系統に接続する建屋換気設備等へ冷凍機を介して供給する設計とす
る。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉
じ込めの機能に関する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理設備本体用の安全冷却水系の主な系統
構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理設備本体用の安
全冷却水系の主な系統構成】

再処理設備本体用の安全冷却水系の構成及び設計

△ 基本方針 －

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉
じ込めの機能に関する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理設備本体用の安全冷却水系の主な系統
構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理設備本体用の安
全冷却水系の主な系統構成】

再処理設備本体用の安全冷却水系の構成及び設計

冷-19

(3)　第2非常用ディーゼル発電機用
第2非常用ディーゼル発電機用の安全冷却水系は，冷却塔により冷却水

を除熱し，冷却水循環ポンプによって，その他再処理設備の附属施設の第
2非常用ディーゼル発電機に独立して冷却水を供給し，発生する熱を除去
する設計とする。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－ △ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能（第２章 個別項目 冷却水設備等））

別紙２－２

展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

冷-14
再処理設備本体用の安全冷却水系の冷却水は，崩壊熱により溶液が沸騰

するおそれのある機器の崩壊熱の除去，安全圧縮空気系の空気圧縮機の冷
却，建屋換気空調等のために供給する設計とする。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

冷-15

再処理設備本体用の安全冷却水系は，独立した2系列の冷却塔，冷却水
循環ポンプ等により構成し，1系列の運転でも必要とする熱除去ができる
容量を有する設計とする。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

冷-16

崩壊熱除去用の冷却水は，各建屋に中間熱交換器を設置して熱交換し，
冷却水循環ポンプで各施設の機器に設ける冷却コイル又は冷却ジャケット
に冷却水を供給する。崩壊熱による溶液の沸騰までの時間余裕が小さい場
合は，中間熱交換器以降は独立した2系列とする設計とする。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

冷-17
崩壊熱除去用冷却水の供給が必要な施設は溶解施設の溶解設備の中間

ポット，分離施設の分離設備の溶解液中間貯槽，精製施設のプルトニウム
精製設備のプルトニウム溶液受槽等である。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

冷-18

再処理設備本体用の安全冷却水系は，その他再処理設備の附属施設の安
全圧縮空気系の空気圧縮機へ直接供給し，また，制御建屋等で非常用所内
電源系統に接続する建屋換気設備等へ冷凍機を介して供給する設計とす
る。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

冷-19

(3)　第2非常用ディーゼル発電機用
第2非常用ディーゼル発電機用の安全冷却水系は，冷却塔により冷却水

を除熱し，冷却水循環ポンプによって，その他再処理設備の附属施設の第
2非常用ディーゼル発電機に独立して冷却水を供給し，発生する熱を除去
する設計とする。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，第9.5-1，3～5図）

基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ - 基本方針 - - -

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉
じ込めの機能に関する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理設備本体用の安全冷却水系の主な系統
構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理設備本体用の安
全冷却水系の主な系統構成】

再処理設備本体用の安全冷却水系の構成及び設計

△ - 基本方針 - - -

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉
じ込めの機能に関する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理設備本体用の安全冷却水系の主な系統
構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理設備本体用の安
全冷却水系の主な系統構成】

再処理設備本体用の安全冷却水系の構成及び設計

△ - 基本方針 - - -

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉
じ込めの機能に関する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理設備本体用の安全冷却水系の主な系統
構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理設備本体用の安
全冷却水系の主な系統構成】

再処理設備本体用の安全冷却水系の構成及び設計

△ - 基本方針 - - -

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉
じ込めの機能に関する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理設備本体用の安全冷却水系の主な系統
構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理設備本体用の安
全冷却水系の主な系統構成】

再処理設備本体用の安全冷却水系の構成及び設計

△ - 基本方針 - - -

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉
じ込めの機能に関する説明書
2.1.6 崩壊熱除去
(1) 再処理設備本体用の安全冷却水系の主な系統
構成

既設工認から変更なし。

【2.1.6 崩壊熱除去 (1) 再処理設備本体用の安
全冷却水系の主な系統構成】

再処理設備本体用の安全冷却水系の構成及び設計

△ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能（第２章 個別項目 冷却水設備等））

別紙２－２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

蒸-1

7.5　蒸気供給設備
蒸気供給設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通項
目の「3. 自然現象等」，「4. 閉じ込めの機能」，「5. 火災等による損
傷の防止」，「6. 再処理施設内における溢水による損傷の防止」，「7.
再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」及び「9. 設
備に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 - - - - - - - - -

蒸-2
　蒸気供給設備は，一般蒸気系及び安全蒸気系で構成し，再処理施設の機
器の加熱，液移送等に使用する蒸気を供給する設計とする。

設置要求
蒸気供給設備（一般蒸気系、安全蒸気系）
（許可文中、第9.6-1表、第9.6-1～3図）

基本方針

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－ - - - - -

蒸-3
7.5.1　一般蒸気系
　一般蒸気系は，ボイラ，燃料貯蔵設備等で構成し，各施設に蒸気及び蒸
気から製造する温水を供給する設計とする。

設置要求
蒸気供給設備（一般蒸気系）
（許可文中、第9.6-1表、第9.6-1、2図）

基本方針

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－ - - - - -

蒸-4

 一般蒸気系は廃棄物管理施設と共用する。また，一般蒸気系のうち，燃
料貯蔵設備は，廃棄物管理施設及びMOX燃料加工施設と共用する。
一般蒸気系は，廃棄物管理施設における使用を想定しても，再処理施設に
十分な蒸気を供給できる容量を確保できる。
　また，故障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止することにより
故障その他の異常による影響を局所化し，故障その他の異常が発生した施
設からの波及的影響を防止する設計とすることで，共用によって再処理施
設の安全性を損なわない設計とする。
　一般蒸気系のうち，燃料貯蔵設備は，MOX燃料加工施設における使用を
想定しても再処理施設に十分な燃料を供給できる容量を確保する。
また，故障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止することにより故
障その他の異常による影響を防止する設計とすることで，共用によって再
処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
蒸気供給設備（一般蒸気系）
（許可文中、第9.6-1表、第9.6-1、2図）

設計方針（共用）

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－ - - - - -

蒸-5

7.5.2　安全蒸気系
　安全蒸気系は，2基のボイラ，燃料ボンベ，供給水槽等で構成し，ボイ
ラ1基で最大容量のスチ－ムジェットポンプに必要な蒸気量を供給できる
設計とする。

設置要求
蒸気供給設備（安全蒸気系）
（許可文中、第9.6-1表、第9.6-1、3図）

基本方針

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉
じ込めの機能に関する説明書
2.1.3　放射性物質の漏えい拡大防止
(2)　漏えい液の回収
(a)　安全蒸気系の主な系統構成

既設工認から変更なし。

【2.1.3　放射性物質の漏えい拡大防止　(2)　漏
えい液の回収　(a)　安全蒸気系の主な系統構
成】

安全蒸気系の構成及び設計

- - - - -

蒸-6
　安全蒸気系は，崩壊熱により沸騰のおそれがあるか，又はn－ドデカン
の引火点に達するおそれのある漏えい液を安全に移送するためのスチ－ム
ジェットポンプに蒸気を供給する設計とする。

設置要求
蒸気供給設備（安全蒸気系）
（許可文中、第9.6-1表、第9.6-1、3図）

基本方針

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉
じ込めの機能に関する説明書
2.1.3　放射性物質の漏えい拡大防止
(2)　漏えい液の回収
(a)　安全蒸気系の主な系統構成

既設工認から変更なし。

【2.1.3　放射性物質の漏えい拡大防止　(2)　漏
えい液の回収　(a)　安全蒸気系の主な系統構
成】

安全蒸気系の構成及び設計

- - - - -

蒸-7
　安全蒸気系は通常は停止状態であり，セル等内に設置の機器から液体状
の放射性物質の漏えいが生じた場合に起動し，一般蒸気系が使用できない
場合に使用する設計とする。

設置要求
蒸気供給設備（安全蒸気系）
（許可文中、第9.6-1表、第9.6-1、3図）

基本方針

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉
じ込めの機能に関する説明書
2.1.3　放射性物質の漏えい拡大防止
(2)　漏えい液の回収
(a)　安全蒸気系の主な系統構成

既設工認から変更なし。

【2.1.3　放射性物質の漏えい拡大防止　(2)　漏
えい液の回収　(a)　安全蒸気系の主な系統構
成】

安全蒸気系の構成及び設計

- - - - -

展開事項

第１回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 添付書類　構成 添付書類　説明内容
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能（第２章 個別項目 冷却水設備等））

別紙２－２

蒸-1

7.5　蒸気供給設備
蒸気供給設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通項
目の「3. 自然現象等」，「4. 閉じ込めの機能」，「5. 火災等による損
傷の防止」，「6. 再処理施設内における溢水による損傷の防止」，「7.
再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」及び「9. 設
備に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 - -

蒸-2
　蒸気供給設備は，一般蒸気系及び安全蒸気系で構成し，再処理施設の機
器の加熱，液移送等に使用する蒸気を供給する設計とする。

設置要求
蒸気供給設備（一般蒸気系、安全蒸気系）
（許可文中、第9.6-1表、第9.6-1～3図）

基本方針

蒸-3
7.5.1　一般蒸気系
　一般蒸気系は，ボイラ，燃料貯蔵設備等で構成し，各施設に蒸気及び蒸
気から製造する温水を供給する設計とする。

設置要求
蒸気供給設備（一般蒸気系）
（許可文中、第9.6-1表、第9.6-1、2図）

基本方針

蒸-4

 一般蒸気系は廃棄物管理施設と共用する。また，一般蒸気系のうち，燃
料貯蔵設備は，廃棄物管理施設及びMOX燃料加工施設と共用する。
一般蒸気系は，廃棄物管理施設における使用を想定しても，再処理施設に
十分な蒸気を供給できる容量を確保できる。
　また，故障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止することにより
故障その他の異常による影響を局所化し，故障その他の異常が発生した施
設からの波及的影響を防止する設計とすることで，共用によって再処理施
設の安全性を損なわない設計とする。
　一般蒸気系のうち，燃料貯蔵設備は，MOX燃料加工施設における使用を
想定しても再処理施設に十分な燃料を供給できる容量を確保する。
また，故障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止することにより故
障その他の異常による影響を防止する設計とすることで，共用によって再
処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
蒸気供給設備（一般蒸気系）
（許可文中、第9.6-1表、第9.6-1、2図）

設計方針（共用）

蒸-5

7.5.2　安全蒸気系
　安全蒸気系は，2基のボイラ，燃料ボンベ，供給水槽等で構成し，ボイ
ラ1基で最大容量のスチ－ムジェットポンプに必要な蒸気量を供給できる
設計とする。

設置要求
蒸気供給設備（安全蒸気系）
（許可文中、第9.6-1表、第9.6-1、3図）

基本方針

蒸-6
　安全蒸気系は，崩壊熱により沸騰のおそれがあるか，又はn－ドデカン
の引火点に達するおそれのある漏えい液を安全に移送するためのスチ－ム
ジェットポンプに蒸気を供給する設計とする。

設置要求
蒸気供給設備（安全蒸気系）
（許可文中、第9.6-1表、第9.6-1、3図）

基本方針

蒸-7
　安全蒸気系は通常は停止状態であり，セル等内に設置の機器から液体状
の放射性物質の漏えいが生じた場合に起動し，一般蒸気系が使用できない
場合に使用する設計とする。

設置要求
蒸気供給設備（安全蒸気系）
（許可文中、第9.6-1表、第9.6-1、3図）

基本方針

展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

△ - - - - - - -

△ - 基本方針 - - -

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－

△ - 基本方針 - - -

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－

○ -
蒸気供給設備（一般蒸気系）
（許可文中、第9.6-1表、第9.6-1、2図）

- - -

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－

△ - 基本方針 - - -

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉
じ込めの機能に関する説明書
2.1.3　放射性物質の漏えい拡大防止
(2)　漏えい液の回収
(a)　安全蒸気系の主な系統構成

既設工認から変更なし。

【2.1.3　放射性物質の漏えい拡大防止　(2)　漏
えい液の回収　(a)　安全蒸気系の主な系統構
成】

安全蒸気系の構成及び設計

△ - 基本方針 - - -

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉
じ込めの機能に関する説明書
2.1.3　放射性物質の漏えい拡大防止
(2)　漏えい液の回収
(a)　安全蒸気系の主な系統構成

既設工認から変更なし。

【2.1.3　放射性物質の漏えい拡大防止　(2)　漏
えい液の回収　(a)　安全蒸気系の主な系統構
成】

安全蒸気系の構成及び設計

△ - 基本方針 - - -

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の閉
じ込めの機能に関する説明書
2.1.3　放射性物質の漏えい拡大防止
(2)　漏えい液の回収
(a)　安全蒸気系の主な系統構成

既設工認から変更なし。

【2.1.3　放射性物質の漏えい拡大防止　(2)　漏
えい液の回収　(a)　安全蒸気系の主な系統構
成】

安全蒸気系の構成及び設計

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第1章　共通項目
5.　火災等による損傷の防止
5.1　火災等による損傷の防止に対する基本設計方針
5.1.1　安全機能を有する施設
　安全機能を有する施設は，火災又は爆発により再処理施設の安全性が損
なわれないよう，火災及び爆発の発生を防止し，早期に火災発生を感知し
消火を行い，かつ，火災及び爆発の影響を軽減するために，以下の火災防
護対策を講ずる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ○ 基本方針 －

2

　火災及び爆発による影響から防護する設備(以下「火災防護上重要な機
器等」という。)として，安全評価上その機能を期待する建物・構築物 ，
系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な施設の安全機能
を有する建物・構築物 ，系統及び機器を抽出するとともに，放射性物質
の貯蔵又は閉じ込め機能を確保するための建物・構築物，系統及び機器の
うち，安全上重要な施設を除いたものを抽出する。
　火災防護上重要な機器等を設置する火災区域及び火災区画に対して，火
災防護対策を講ずる設計とする。

定義 基本方針
基本方針
対象選定

○ 基本方針 －

3

　火災防護上重要な機器等を収納する建屋に，耐火壁(耐火隔壁，耐火
シール，防火戸，防火ダンパ等)，天井及び床(以下「耐火壁」という。)
によって囲われた火災区域を設定する。建屋の火災区域は，火災防護上重
要な機器等の配置を考慮して設定する。

設置要求
運用要求

火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))
施設共通　基本設計方針

設計方針(火災区域の設
定)

○ 施設共通　基本設計方針 －

4
　屋外の火災防護上重要な機器等を設置する区域については，周囲からの
延焼防止のために火災区域を設定する。

運用要求 施設共通　基本設計方針

設計方針(火災区域の設
定)
基本方針(火災防護計
画)

○ 施設共通　基本設計方針 －

5
　火災区画は，建屋内及び屋外で設定した火災区域を火災防護上重要な機
器等の配置を考慮して，耐火壁，離隔距離及び系統分離状況に応じて細分
化して設定する。

設置要求
運用要求

火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))
施設共通　基本設計方針

設計方針(火災区域の設
定)

○ 施設共通　基本設計方針 －

6
　火災区域又は火災区画のファンネルには，他の火災区域又は火災区画か
らの煙の流入防止を目的として，煙等流入防止対策を講ずる設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(煙等流入防止対策)

設計方針(影響軽減) ○ 施設共通　基本設計方針 －

7 　火災区域構造物及び火災区画構造物の設計方針については，第2章　個
別項目の「7.3.3　火災防護設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ○ 基本方針 －

8

　再処理施設の火災区域及び火災区画における火災防護対策に当たって
は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」
(以下「火災防護審査基準」という。)及び「原子力発電所の内部火災影響
評価ガイド」(以下「内部火災影響評価ガイド」という。)を参考として再
処理施設の特徴(引火性の多種の化学薬品を取り扱うこと，高線量下とな
るセルが存在すること等)及びその重要度を踏まえ，火災及び爆発の発生
防止，火災の感知及び消火並びに火災及び爆発の影響軽減のそれぞれを考
慮した火災防護対策を講ずる設計とする。

定義 基本方針 基本方針

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
1. 概要

【1．概要】
・火災の防護に関する説明書の概要について記載
する。
・具体的な対策については「火災防護審査基準」
及び「内部火災影響評価ガイド」を参考として火
災防護対策を講ずる設計とする。

○ 基本方針 －

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
1. 概要

【1．概要】
・火災の防護に関する説明書の概要について記載
する。
・具体的な対策については「火災防護審査基準」
及び「内部火災影響評価ガイド」を参考として火
災防護対策を講ずる設計とする。

【2. 火災及び爆発の防止に係る基本方針】
・安全機能を有する施設のうち，安全上重要な施
設又は放射性物質貯蔵等の機器等を設置する火災
区域及び火災区画に対して火災防護対策を講ず
る。

【3.2 火災区域及び火災区画の設定】
【3.2 火災区域及び火災区画の設定  (1)火災区
域の設定　a.屋内】
・火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施
設を収納する建屋に，3時間以上の耐火能力を有
する耐火壁(耐火隔壁，耐火シール，防火扉，防
火ダンパ等)，天井及び床(以下「耐火壁」とい
う。)によって囲われた火災区域を設定する。
・火災防護対策を行う機器等の配置も考慮して火
災区域を設定する。
・添付図面(配置図)にて，火災区域区画構造物の
配置を示す。

【3.2 (1)火災区域の設定　b.屋外)】
・屋外の火災防護上重要な機器等及び重大事故等
対処施設を設置する区域については，周囲からの
延焼防止のために火災区域を設定する。

【6. 火災及び爆発の影響軽減対策】
【6.1 火災及び爆発の影響軽減対策が必要な火災
区域の分離】
○火災区域又は火災区画のファンネルには，他の
火災区域又は火災区画からの煙の流入防止を目的
として，煙等流入防止対策を講ずる設計とする。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　①火災防護上重要な機器等に関する火災等の発
生防止，感知・消火，影響軽減の３つの深層防護
の概念に基づく火災防護対策を行うための手順等

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災及び爆発の防止に係る基本方針

3. 火災防護の基本事項
  3.2 火災区域及び火災区画の設定

6. 火災及び爆発の影響軽減対策
　6.1 火災及び爆発の影響軽減対策が必要な火災
区域の分離

8. 火災防護計画

【2. 火災及び爆発の防止に係る基本方針】
・安全機能を有する施設のうち，安全上重要な施
設又は放射性物質貯蔵等の機器等を設置する火災
区域及び火災区画に対して火災防護対策を講ず
る。

【3.2 火災区域及び火災区画の設定】
【3.2 火災区域及び火災区画の設定  (1)火災区
域の設定　a.屋内】
・火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施
設を収納する建屋に，3時間以上の耐火能力を有
する耐火壁(耐火隔壁，耐火シール，防火扉，防
火ダンパ等)，天井及び床(以下「耐火壁」とい
う。)によって囲われた火災区域を設定する。
・火災防護対策を行う機器等の配置も考慮して火
災区域を設定する。
・添付図面(配置図)にて，区域区画構造物の配置
を示す。

【3.2 (1)火災区域の設定　b.屋外)】
・屋外の火災防護上重要な機器等を設置する区域
については，周囲からの延焼防止のために火災区
域を設定する。

【6. 火災及び爆発の影響軽減】
【6.1 火災及び爆発の影響軽減対策が必要な火災
区域の分離】
○火災区域又は火災区画のファンネルには，他の
火災区域又は火災区画からの煙の流入防止を目的
として，煙等流入防止対策を講ずる設計とする。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　①火災防護上重要な機器等に関する火災等の発
生防止，感知・消火，影響軽減の３つの深層防護
の概念に基づく火災防護対策を行うための手順等

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

1．概要

2. 火災防護の基本方針
 2.1 火災及び爆発の発生防止
 2.2 火災の感知及び消火
 2.3 火災及び爆発の影響軽減

3.火災防護の基本事項
 3.1 火災防護対策を行う機器等の選定

【1．概要】
・火災の防護に関する説明書の概要について記載
する。
・具体的な対策については「火災防護審査基準」
及び「内部火災影響評価ガイド」を参考として火
災防護対策を講ずる設計とする。

【2. 火災防護の基本方針】
・安全機能を有する施設のうち，安全上重要な施
設又は放射性物質貯蔵等の機器等を設置する火災
区域及び火災区画に対して火災防護対策を講ず
る。

【3.1 火災防護対策を行う機器等の選定】
【3.1 (1)安全機能を有する施設　a. 安全上重要
な施設】
・安全評価上その機能を期待する施設の安全機能
を維持するために安全上重要な施設を選定する。

【3.1 (1)安全機能を有する施設　b.放射性物質
の貯蔵等の機器等】
・再処理施設において火災及び爆発が発生した場
合，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保す
るために，「安全上重要な施設」に示す安全上重
要な施設を除いたものを「放射性物質貯蔵等の機
器等」として選定する。

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

1．概要

2. 火災防護の基本方針
 2.1 火災及び爆発の発生防止
 2.2 火災の感知及び消火
 2.3 火災及び爆発の影響軽減

3.火災防護の基本事項
 3.1 火災防護対策を行う機器等の選定

【1．概要】
・火災の防護に関する説明書の概要について記載
する。
・具体的な対策については「火災防護審査基準」
及び「内部火災影響評価ガイド」を参考として火
災防護対策を講ずる設計とする。

【2. 火災防護の基本方針】
・安全機能を有する施設のうち，安全上重要な施
設又は放射性物質貯蔵等の機器等を設置する火災
区域及び火災区画に対して火災防護対策を講ず
る。

【3.1 火災防護対策を行う機器等の選定】
【3.1 (1)安全機能を有する施設　a. 安全上重要
な施設】
・安全評価上その機能を期待する施設の安全機能
を維持するために安全上重要な施設を選定する。
【3.1 (1)安全機能を有する施設　b.放射性物質
の貯蔵等の機器等】
・再処理施設において火災及び爆発が発生した場
合，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保す
るために，「安全上重要な施設」に示す安全上重
要な施設を除いたものを「放射性物質貯蔵等の機
器等」として選定する。

添付書類　構成 添付書類　説明内容

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災及び爆発の防止に係る基本方針

3. 火災防護の基本事項
　3.2 火災区域及び火災区画の設定

6. 火災及び爆発の影響軽減対策
　6.1 火災及び爆発の影響軽減対策が必要な火災
区域の分離

8. 火災防護計画
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

1

第1章　共通項目
5.　火災等による損傷の防止
5.1　火災等による損傷の防止に対する基本設計方針
5.1.1　安全機能を有する施設
　安全機能を有する施設は，火災又は爆発により再処理施設の安全性が損
なわれないよう，火災及び爆発の発生を防止し，早期に火災発生を感知し
消火を行い，かつ，火災及び爆発の影響を軽減するために，以下の火災防
護対策を講ずる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

2

　火災及び爆発による影響から防護する設備(以下「火災防護上重要な機
器等」という。)として，安全評価上その機能を期待する建物・構築物 ，
系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な施設の安全機能
を有する建物・構築物 ，系統及び機器を抽出するとともに，放射性物質
の貯蔵又は閉じ込め機能を確保するための建物・構築物，系統及び機器の
うち，安全上重要な施設を除いたものを抽出する。
　火災防護上重要な機器等を設置する火災区域及び火災区画に対して，火
災防護対策を講ずる設計とする。

定義 基本方針
基本方針
対象選定

3

　火災防護上重要な機器等を収納する建屋に，耐火壁(耐火隔壁，耐火
シール，防火戸，防火ダンパ等)，天井及び床(以下「耐火壁」という。)
によって囲われた火災区域を設定する。建屋の火災区域は，火災防護上重
要な機器等の配置を考慮して設定する。

設置要求
運用要求

火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))
施設共通　基本設計方針

設計方針(火災区域の設
定)

4
　屋外の火災防護上重要な機器等を設置する区域については，周囲からの
延焼防止のために火災区域を設定する。

運用要求 施設共通　基本設計方針

設計方針(火災区域の設
定)
基本方針(火災防護計
画)

5
　火災区画は，建屋内及び屋外で設定した火災区域を火災防護上重要な機
器等の配置を考慮して，耐火壁，離隔距離及び系統分離状況に応じて細分
化して設定する。

設置要求
運用要求

火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))
施設共通　基本設計方針

設計方針(火災区域の設
定)

6
　火災区域又は火災区画のファンネルには，他の火災区域又は火災区画か
らの煙の流入防止を目的として，煙等流入防止対策を講ずる設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(煙等流入防止対策)

設計方針(影響軽減)

7 　火災区域構造物及び火災区画構造物の設計方針については，第2章　個
別項目の「7.3.3　火災防護設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

8

　再処理施設の火災区域及び火災区画における火災防護対策に当たって
は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」
(以下「火災防護審査基準」という。)及び「原子力発電所の内部火災影響
評価ガイド」(以下「内部火災影響評価ガイド」という。)を参考として再
処理施設の特徴(引火性の多種の化学薬品を取り扱うこと，高線量下とな
るセルが存在すること等)及びその重要度を踏まえ，火災及び爆発の発生
防止，火災の感知及び消火並びに火災及び爆発の影響軽減のそれぞれを考
慮した火災防護対策を講ずる設計とする。

定義 基本方針 基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○

火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))
(第２低レベル廃棄物貯蔵建屋
北換気筒管理建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
使用済燃料輸送容器管理建屋
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋)
施設共通　基本設計方針

火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))
（低レベル廃液処理建屋,第２低レベル廃棄物貯
蔵建屋,前処理建屋,分離建屋,ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋,非常用電源建屋,,高レベル廃
液ガラス固化建屋,精製建屋,低レベル廃液処理建
屋,ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建屋,制御建屋,分析建屋,出
入管理建屋,主排気筒管理建屋,ウラン脱硝建屋,ｳ
ﾗﾝ酸化物貯蔵建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建
屋,ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋,
関連する洞道）
施設共通　基本設計方針

－ － －

○ 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 － － －

○

火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))
(北換気筒管理建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
使用済燃料輸送容器管理建屋
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋)

施設共通　基本設計方針

火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))
(低レベル廃液処理建屋,第２低レベル廃棄物貯蔵
建屋,前処理建屋,分離建屋,ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋,非常用電源建屋,,高レベル廃液
ガラス固化建屋,精製建屋,低レベル廃液処理建
屋,ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建屋,制御建屋,分析建屋,出
入管理建屋,主排気筒管理建屋,ウラン脱硝建屋,ｳ
ﾗﾝ酸化物貯蔵建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建
屋,ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋,
関連する洞道)
施設共通　基本設計方針

－ － －

○

施設共通　基本設計方針
(煙等流入防止対策)
(第２低レベル廃棄物貯蔵建屋
北換気筒管理建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
第1非常用ディーゼル発電設備重油タンク室
使用済燃料輸送容器管理建屋
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋)

施設共通　基本設計方針
(煙等流入防止装置)
(低レベル廃液処理建屋,第２低レベル廃棄物貯蔵
建屋,前処理建屋,分離建屋,ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋,非常用電源建屋,,高レベル廃液
ガラス固化建屋,精製建屋,低レベル廃液処理建
屋,ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建屋,制御建屋,分析建屋,出
入管理建屋,主排気筒管理建屋,ウラン脱硝建屋,ｳ
ﾗﾝ酸化物貯蔵建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建
屋,ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋,
関連する洞道)

－ － －

第１回申請と同一

第１回申請と同一

【2. 火災及び爆発の防止に係る基本方針】
・安全機能を有する施設のうち，安全上重要な施
設又は放射性物質貯蔵等の機器等を設置する火災
区域及び火災区画に対して火災防護対策を講ず
る。

【3.2 火災区域及び火災区画の設定】
【3.2 火災区域及び火災区画の設定  (1)火災区
域の設定　a.屋内】
・火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施
設を収納する建屋に，3時間以上の耐火能力を有
する耐火壁(耐火隔壁，耐火シール，防火扉，防
火ダンパ等)，天井及び床(以下「耐火壁」とい
う。)によって囲われた火災区域を設定する。
・火災防護対策を行う機器等の配置も考慮して火
災区域を設定する。
・添付図面(配置図)にて，区域区画構造物の配置
を示す。

【3.2 (1)火災区域の設定　b.屋外)】
・屋外の火災防護上重要な機器等及び重大事故等
対処施設を設置する区域については，周囲からの
延焼防止のために火災区域を設定する。

【6. 火災及び爆発の影響軽減対策】
【6.1 火災及び爆発の影響軽減対策が必要な火災
区域の分離】
○火災区域又は火災区画のファンネルには，他の
火災区域又は火災区画からの煙の流入防止を目的
として，煙等流入防止対策を講ずる設計とする。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　①火災防護上重要な機器等に関する火災等の発
生防止，感知・消火，影響軽減の３つの深層防護
の概念に基づく火災防護対策を行うための手順等

第２回

第１回申請と同一

第１回申請と同一

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災及び爆発の防止に係る基本方針

　3.2 火災区域及び火災区画の設定
    (1)火災区域の設定
 　 　a.屋内
      b.屋外
    (2)火災区画の設定

6. 火災及び爆発の影響軽減対策
　6.1 火災及び爆発の影響軽減対策が必要な火災
区域の分離

8. 火災防護計画
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

10
　なお，火災防護上重要な機器等以外の安全機能を有する施設を含め再処
理施設は，消防法，建築基準法，都市計画法及び日本電気協会電気技術規
程・指針に基づき設備に応じた火災防護対策を講ずる設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針
基本方針(火災防護計
画)

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

8. 火災防護計画

(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　①火災防護上重要な機器等に関する火災等の発
生防止，感知・消火，影響軽減の３つの深層防護
の概念に基づく火災防護対策を行うための手順等

○ 施設共通　基本設計方針 －

8. 火災防護計画
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　①火災防護上重要な機器等に関する火災等の発
生防止，感知・消火，影響軽減の３つの深層防護
の概念に基づく火災防護対策を行うための手順等

11

5.1.2 重大事故等対処施設
　重大事故等対処施設は，火災又は爆発により重大事故等に対処するため
に必要な機能が損なわれないよう，火災及び爆発の発生を防止し，早期に
火災発生を感知し消火を行うために，重大事故等対処施設を設置する火災
区域及び火災区画に対して，火災防護対策を講ずる設計とする。

冒頭宣言
定義

基本方針
基本方針
対象選定

－ － － － －

12
　重大事故等対処施設を収納する建屋の火災区域は，重大事故等対処施設
と設計基準事故に対処するための設備の配置を考慮して設定する。

設置要求
運用要求

火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))
施設共通　基本設計方針

設計方針(火災区域の設
定)

－ － － － －

13

　屋外の重大事故等対処施設を設置する区域については，他の区域と分離
して火災防護対策を実施するために，重大事故等対処施設と設計基準事故
に対処するための設備の配置を考慮して周囲からの延焼防止のために火災
区域を設定する。

運用要求 施設共通　基本設計方針

設計方針(火災区域の設
定)
基本方針(火災防護計
画)

－ － － － －

14

　火災区画は，建屋内及び屋外で設定した火災区域を重大事故等対処施設
と設計基準事故に対処するための設備の配置を考慮して，耐火壁又は離隔
距離に応じて細分化して設定する。

設置要求
運用要求

火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))
施設共通　基本設計方針

設計方針(火災区域の設
定)

－ － － － －

15
　火災区域構造物及び火災区画構造物の設計方針については，第2章　個
別項目の「7.3.3　火災防護設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

16

　重大事故等対処施設のうち常設のものに対して火災区域及び火災区画を
設定し，「火災防護審査基準」及び「内部火災影響評価ガイド」を参考と
して再処理施設の特徴(引火性の多種の化学薬品を取り扱うこと，高線量
下となるセルが存在すること等)及びその重要度を踏まえ，火災及び爆発
の発生防止並びに火災の感知及び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策
を講ずる設計とする。

定義 基本方針 基本方針 － － － － －

17

　ただし，重大事故等対処設備のうち，動的機器の故障等の機能喪失の要
因となる事象 (以下「内的事象」という。)を要因とする重大事故等へ対
処する常設重大事故等対処設備は，関連する工程を停止することにより重
大事故に至らずその機能を必要としないため，消防法，建築基準法，都市
計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防
護対策を講ずる設計とする。
　なお，重大事故等対処設備のうち，可搬型のものに対する火災防護対策
については，火災防護計画に定めて実施する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針 － － － － －

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2.火災防護の基本方針
 2.1 火災及び爆発の発生防止
 2.2 火災の感知及び消火
 2.3 火災及び爆発の影響軽減

6.2 火災及び爆発の影響軽減のうち火災防護上の
最重要設備の系統分離
6.2.1　火災防護上の最重要設備の選定

【2.火災防護の基本方針】
・安全機能を有する施設のうち，安全上重要な施
設又は放射性物質貯蔵等の機器等を設置する火災
区域及び火災区画に対して火災防護対策を講ず
る。

【6.2.1 火災防護上の最重要設備の選定】
再処理施設の安全機能が損なわれないよう，火災
時においても継続的に機能が必要となる以下の機
能を有する設備(最重要機能を有する機器及び当
該機器の駆動又は制御に必要となる火災防護対象
ケーブルを含む)を火災防護上の最重要設備とし
て選定し，系統分離対策を講ずる設計とする。
(1) プルトニウムを含む溶液又は粉末及び高レベ
ル放射性液体廃棄物の閉じ込め機能(異常の発生
防止機能を有する排気機能)を有する気体廃棄物
の廃棄施設の排風機
(2) 崩壊熱除去機能のうち安全冷却水系の重要度
の高いもの(崩壊熱による溶液の沸騰までの時間
余裕が小さいもの)，ウラン・プルトニウム混合
酸化物貯蔵建屋換気設備貯蔵室からの排気系
(3) 安全圧縮空気系
(4) 上記機能の維持に必要な支援機能である非常
用所内電源系統
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2.火災防護の基本方針
 2.1 火災及び爆発の発生防止
 2.2 火災の感知及び消火
 2.3 火災及び爆発の影響軽減

6.2 火災及び爆発の影響軽減のうち火災防護上の
最重要設備の系統分離
6.2.1　火災防護上の最重要設備の選定

【2.火災防護の基本方針】
・安全機能を有する施設のうち，安全上重要な施
設又は放射性物質貯蔵等の機器等を設置する火災
区域及び火災区画に対して火災防護対策を講ず
る。

【6.2.1 火災防護上の最重要設備の選定】
再処理施設の安全機能が損なわれないよう，火災
時においても継続的に機能が必要となる以下の機
能を有する設備(最重要機能を有する機器及び当
該機器の駆動又は制御に必要となる火災防護対象
ケーブルを含む)を火災防護上の最重要設備とし
て選定し，系統分離対策を講ずる設計とする。
(1) プルトニウムを含む溶液又は粉末及び高レベ
ル放射性液体廃棄物の閉じ込め機能(異常の発生
防止機能を有する排気機能)を有する気体廃棄物
の廃棄施設の排風機
(2) 崩壊熱除去機能のうち安全冷却水系の重要度
の高いもの(崩壊熱による溶液の沸騰までの時間
余裕が小さいもの)，ウラン・プルトニウム混合
酸化物貯蔵建屋換気設備貯蔵室からの排気系
(3) 安全圧縮空気系
(4) 上記機能の維持に必要な支援機能である非常
用所内電源系統

○ 基本方針 －9

　安全上重要な施設のうち，その重要度と特徴を考慮し，最も重要な以下
の設備(以下「火災防護上の最重要設備」という。)に対し，系統分離対策
を講ずる設計とする。
1) プルトニウムを含む溶液又は粉末及び高レベル放射性液体廃棄物の閉
じ込め機能(異常の発生防止機能を有する排気機能)を有する気体廃棄物の
廃棄施設の排風機
2) 崩壊熱除去機能のうち安全冷却水系の重要度の高いもの(崩壊熱による
溶液の沸騰までの時間余裕が小さいもの)，ウラン・プルトニウム混合酸
化物貯蔵建屋換気設備貯蔵室からの排気系
3) 安全圧縮空気系
4) 上記機能の維持に必要な支援機能である非常用所内電源系統

定義 基本方針
基本方針
設計方針(影響軽減)

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

1．概要
2.火災防護の基本方針
　2.1 火災及び爆発の発生防止
　2.2 火災の感知及び消火
　
3.火災防護の基本事項
　3.1 火災防護対策を行う機器等の選定
　3.2 火災区域及び火災区画の設定

8．火災防護計画

【2.火災防護の基本方針】
〇重大事故等対処施設に対する火災防護の基本方
針
・重大事故等対処施設は，重大事故等に対処する
ために必要な機能が損なわれないよう，重大事故
等対処施設を設置する火災区域及び火災区画に対
して火災防護対策を講ずる。
【3.1 (2)重大事故等対処施設】
・重大事故等に対処するために必要な機能が損な
われないよう，重大事故等対処施設を設置する火
災区域及び火災区画に対して火災防護対策を講ず
る。

【3.1 火災防護対策を行う機器等の選定】
【3.1 (2)重大事故等対処施設】
・重大事故等に対処するために必要な機能が損な
われないよう，重大事故等対処施設を設置する火
災区域及び火災区画に対して火災防護対策を講ず
る。

【3.2 (1)火災区域の設定　a.屋内】
・火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施
設を収納する建屋に，3時間以上の耐火能力を有
する耐火壁(耐火隔壁，耐火シール，防火扉，防
火ダンパ等)，天井及び床(以下「耐火壁」とい
う。)によって囲われた火災区域を設定する。
・火災防護対策を行う機器等の配置も考慮して火
災区域を設定する。
・添付図面(配置図)にて，火災区域区画構造物の
配置を示す。

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2.火災防護の基本方針
3. 火災防護の基本事項
　3.1 火災防護対策を行う機器等の選定
　3.2 火災区域及び火災区画の設定

8．火災防護計画

【2.火災防護の基本方針】
〇重大事故等対処施設に対する火災防護の基本
・火災防護上重要な機器等以外の安全機能を有す
る施設を含めた再処理施設及び重大事故等対処設
備のうち，内的事象を要因とする重大事故等へ対
処する常設重大事故等対処設備は，関連する工程
を停止することにより重大事故に至らずその機能
を必要としないため，消防法，建築基準法，都市
計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基
づき設備等に応じた火災防護対策を講ずる設計と
する。

【3.2 (1)火災区域の設定　b.屋外)】
・屋外の火災防護上重要な機器等及び重大事故等
対処施設を設置する区域については，周囲からの
延焼防止のために火災区域を設定する。
【3.2 (2)火災区画の設定】
・火災防護上重要な機器等，及び重大事故等対処
施設が設置する区域に対し火災区画を設置する。

【8.火災防護計画】

(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　①火災防護上重要な機器等に関する火災等の発
生防止，感知・消火，影響軽減の３つの深層防護
の概念に基づく火災防護対策を行うための手順等
　②重大事故等対処施設に対する火災等の発生防
止，感知・消火のための手順等
　③重大事故等対処設備のうち，可搬型のものに
対する火災防護対策
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

10
　なお，火災防護上重要な機器等以外の安全機能を有する施設を含め再処
理施設は，消防法，建築基準法，都市計画法及び日本電気協会電気技術規
程・指針に基づき設備に応じた火災防護対策を講ずる設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針
基本方針(火災防護計
画)

11

5.1.2 重大事故等対処施設
　重大事故等対処施設は，火災又は爆発により重大事故等に対処するため
に必要な機能が損なわれないよう，火災及び爆発の発生を防止し，早期に
火災発生を感知し消火を行うために，重大事故等対処施設を設置する火災
区域及び火災区画に対して，火災防護対策を講ずる設計とする。

冒頭宣言
定義

基本方針
基本方針
対象選定

12
　重大事故等対処施設を収納する建屋の火災区域は，重大事故等対処施設
と設計基準事故に対処するための設備の配置を考慮して設定する。

設置要求
運用要求

火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))
施設共通　基本設計方針

設計方針(火災区域の設
定)

13

　屋外の重大事故等対処施設を設置する区域については，他の区域と分離
して火災防護対策を実施するために，重大事故等対処施設と設計基準事故
に対処するための設備の配置を考慮して周囲からの延焼防止のために火災
区域を設定する。

運用要求 施設共通　基本設計方針

設計方針(火災区域の設
定)
基本方針(火災防護計
画)

14

　火災区画は，建屋内及び屋外で設定した火災区域を重大事故等対処施設
と設計基準事故に対処するための設備の配置を考慮して，耐火壁又は離隔
距離に応じて細分化して設定する。

設置要求
運用要求

火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))
施設共通　基本設計方針

設計方針(火災区域の設
定)

15
　火災区域構造物及び火災区画構造物の設計方針については，第2章　個
別項目の「7.3.3　火災防護設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

16

　重大事故等対処施設のうち常設のものに対して火災区域及び火災区画を
設定し，「火災防護審査基準」及び「内部火災影響評価ガイド」を参考と
して再処理施設の特徴(引火性の多種の化学薬品を取り扱うこと，高線量
下となるセルが存在すること等)及びその重要度を踏まえ，火災及び爆発
の発生防止並びに火災の感知及び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策
を講ずる設計とする。

定義 基本方針 基本方針

17

　ただし，重大事故等対処設備のうち，動的機器の故障等の機能喪失の要
因となる事象 (以下「内的事象」という。)を要因とする重大事故等へ対
処する常設重大事故等対処設備は，関連する工程を停止することにより重
大事故に至らずその機能を必要としないため，消防法，建築基準法，都市
計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防
護対策を講ずる設計とする。
　なお，重大事故等対処設備のうち，可搬型のものに対する火災防護対策
については，火災防護計画に定めて実施する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

9

　安全上重要な施設のうち，その重要度と特徴を考慮し，最も重要な以下
の設備(以下「火災防護上の最重要設備」という。)に対し，系統分離対策
を講ずる設計とする。
1) プルトニウムを含む溶液又は粉末及び高レベル放射性液体廃棄物の閉
じ込め機能(異常の発生防止機能を有する排気機能)を有する気体廃棄物の
廃棄施設の排風機
2) 崩壊熱除去機能のうち安全冷却水系の重要度の高いもの(崩壊熱による
溶液の沸騰までの時間余裕が小さいもの)，ウラン・プルトニウム混合酸
化物貯蔵建屋換気設備貯蔵室からの排気系
3) 安全圧縮空気系
4) 上記機能の維持に必要な支援機能である非常用所内電源系統

定義 基本方針
基本方針
設計方針(影響軽減)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ 基本方針 基本方針 － － －

○

火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)
施設共通　基本設計方針

火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))
(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
第1保管庫・貯水所
第2保管庫・貯水所
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋
緊急時対策建屋
第1軽油貯槽
第2軽油貯槽
重油貯槽
関連する洞道)
施設共通　基本設計方針

－ － －

○ 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 － － －

○

火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)
施設共通　基本設計方針

火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))
(前処理建屋,分離建屋,ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋,非常用電源建屋,第１保管庫・貯水
所,第２保管庫・貯水所,高レベル廃液ガラス固化
建屋,精製建屋,制御建屋
主排気筒管理建屋,緊急時対策建屋,第1軽油貯槽,
第2軽油貯槽,重油貯槽
関連する洞道)

施設共通　基本設計方針

－ － －

○ 基本方針 基本方針 － － －

○ 基本方針 基本方針 － － －

○ 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 － － －

【2.火災防護の基本方針】
・安全機能を有する施設のうち，安全上重要な施
設又は放射性物質貯蔵等の機器等を設置する火災
区域及び火災区画に対して火災防護対策を講ず
る。

【6.2.1 火災防護上の最重要設備の選定】
再処理施設の安全機能が損なわれないよう，火災
時においても継続的に機能が必要となる以下の機
能を有する設備(最重要機能を有する機器及び当
該機器の駆動又は制御に必要となる火災防護対象
ケーブルを含む)を火災防護上の最重要設備とし
て選定し，系統分離対策を講ずる設計とする。
(1) プルトニウムを含む溶液又は粉末及び高レベ
ル放射性液体廃棄物の閉じ込め機能(異常の発生
防止機能を有する排気機能)を有する気体廃棄物
の廃棄施設の排風機
(2) 崩壊熱除去機能のうち安全冷却水系の重要度
の高いもの(崩壊熱による溶液の沸騰までの時間
余裕が小さいもの)，ウラン・プルトニウム混合
酸化物貯蔵建屋換気設備貯蔵室からの排気系
(3) 安全圧縮空気系
(4) 上記機能の維持に必要な支援機能である非常
用所内電源系統

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2.火災防護の基本方針
 2.1 火災及び爆発の発生防止
 2.2 火災の感知及び消火
 2.3 火災及び爆発の影響軽減

6.2 火災及び爆発の影響軽減のうち火災防護上の
最重要設備の系統分離

○ － 基本方針 － － －

第１回申請と同一

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

1．概要
2.火災防護の基本方針
　2.1 火災及び爆発の発生防止
　2.2 火災の感知及び消火
　
3.火災防護の基本事項
　3.1 火災防護対策を行う機器等の選定
　3.2 火災区域及び火災区画の設定

8．火災防護計画

【2.火災防護の基本方針】
〇重大事故等対処施設に対する火災防護の基本方
針
・重大事故等対処施設は，重大事故等に対処する
ために必要な機能が損なわれないよう，重大事故
等対処施設を設置する火災区域及び火災区画に対
して火災防護対策を講ずる。
【3.1 (2)重大事故等対処施設】
・重大事故等に対処するために必要な機能が損な
われないよう，重大事故等対処施設を設置する火
災区域及び火災区画に対して火災防護対策を講ず
る。

【3.1 火災防護対策を行う機器等の選定】
【3.1 (2)重大事故等対処施設】
・重大事故等に対処するために必要な機能が損な
われないよう，重大事故等対処施設を設置する火
災区域及び火災区画に対して火災防護対策を講ず
る。

【3.2 (1)火災区域の設定　a.屋内】
・火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施
設を収納する建屋に，3時間以上の耐火能力を有
する耐火壁(耐火隔壁，耐火シール，防火扉，防
火ダンパ等)，天井及び床(以下「耐火壁」とい
う。)によって囲われた火災区域を設定する。

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2.火災防護の基本方針
3. 火災防護の基本事項
　3.1 火災防護対策を行う機器等の選定
　3.2 火災区域及び火災区画の設定

8．火災防護計画

【2.火災防護の基本方針】
〇重大事故等対処施設に対する火災防護の基本
・火災防護上重要な機器等以外の安全機能を有す
る施設を含めた再処理施設及び重大事故等対処設
備のうち，内的事象を要因とする重大事故等へ対
処する常設重大事故等対処設備は，関連する工程
を停止することにより重大事故に至らずその機能
を必要としないため，消防法，建築基準法，都市
計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基
づき設備等に応じた火災防護対策を講ずる設計と
する。

【3.2 (1)火災区域の設定　b.屋外)】
・屋外の火災防護上重要な機器等及び重大事故等
対処施設を設置する区域については，周囲からの
延焼防止のために火災区域を設定する。
【3.2 (2)火災区画の設定】
・火災防護上重要な機器等，及び重大事故等対処
施設が設置する区域に対し火災区画を設置する。

【8.火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　①火災防護上重要な機器等に関する火災等の発
生防止，感知・消火，影響軽減の３つの深層防護
の概念に基づく火災防護対策を行うための手順等
　②重大事故等対処施設に対する火災等の発生防
止，感知・消火のための手順等
　③重大事故等対処設備のうち，可搬型のものに
対する火災防護対策
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
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説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

18
5.1.3 火災防護計画
　再処理施設全体を対象とした火災防護対策を実施するため，火災防護計
画を策定する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針(火災防護計
画)

○ 基本方針 －

19

　火災防護上重要な機器等を火災及び爆発から防護するため，火災及び爆
発の発生防止，火災の早期感知及び消火並びに火災及び爆発の影響軽減の
3つの深層防護の概念に基づき，必要な運用管理を含む火災防護の計画を
保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針(火災防護計
画)

○ 施設共通　基本設計方針 －

20
　重大事故等対処施設については，火災及び爆発の発生防止並びに火災の
早期感知及び消火に必要な運用管理を含む火災防護の計画を保安規定に定
めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針(火災防護計
画)

○ 施設共通　基本設計方針 －

21
　その他の再処理施設については，消防法，建築基準法，都市計画法及び
日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防護の計画を
保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針(火災防護計
画)

○ 施設共通　基本設計方針 －

22
　重大事故等対処設備のうち，可搬型のものに対する火災防護対策につい
ては，火災防護の計画を保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針(火災防護計
画)

○ 施設共通　基本設計方針 －

23

　敷地及び敷地周辺で想定される自然現象並びに人為事象による火災及び
爆発(以下「外部火災」という。)については，安全機能を有する施設及び
重大事故等対処施設を外部火災から防護するための運用等についての火災
防護の計画を保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針(火災防護計
画)

○ 施設共通　基本設計方針 －

24

5.2 火災及び爆発の発生防止
5.2.1 施設特有の火災及び爆発の発生防止
　再処理施設の火災及び爆発の発生を防止するため，再処理施設で取り扱
う化学薬品等のうち，可燃性物質若しくは熱的に不安定な物質を使用又は
生成する系統及び機器に対する着火源の排除，異常な温度上昇の防止対
策，可燃性物質の漏えい防止対策及び可燃性又は熱的に不安定な物質の混
入防止対策を講ずる設計とするとともに，熱的制限値及び化学的制限値を
設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針
設計方針(発生防止)

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・有機溶媒による火災及び爆発の発生防止
・廃溶媒及び廃溶媒の熱分解ガスによる火災及び
爆発の発生防止
・TBP等の錯体の急激な分解反応の発生防止
・水素による爆発の発生防止
・ジルコニウム粉末及びその合金粉末による火災
及び爆発の発生防止
・分析試薬及び硝酸ヒドラジン等による火災及び
爆発の発生防止

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止

△ 基本方針 －

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・有機溶媒による火災及び爆発の発生防止
・廃溶媒及び廃溶媒の熱分解ガスによる火災及び
爆発の発生防止
・TBP等の錯体の急激な分解反応の発生防止
・水素による爆発の発生防止
・ジルコニウム粉末及びその合金粉末による火災
及び爆発の発生防止
・分析試薬及び硝酸ヒドラジン等による火災及び
爆発の発生防止

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止

25
　放射性物質を含む有機溶媒を内包する系統及び機器は，腐食し難い材料
を使用するとともに，漏えいし難い構造とすることにより有機溶媒の漏え
いを防止する設計とする。

機能要求①

分離設備
分配設備
分離建屋一時貯留処理設備
溶媒回収設備 溶媒再生系　分離・分配系
ウラン精製設備
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
溶媒回収設備 溶媒再生系　ウラン精製系
溶媒回収設備 溶媒再生系　プルトニウム精製系
溶媒回収設備 溶媒処理系
廃溶媒処理系

設計方針(発生防止) △ 基本方針 －

26

　放射性物質を含む有機溶媒を内包する機器で加温を行う機器は，化学的
制限値(n-ドデカンの引火点74℃)を設定し，化学的制限値を超えて加温す
ることがないように，溶液の温度を監視して，温度高により警報を発する
とともに，自動で加温を停止する設計とする。

運用要求
機能要求①
機能要求②

安全保護回路
溶媒回収設備 溶媒再生系　分離・分配系
ウラン精製設備
プルトニウム精製設備
溶媒回収設備 溶媒再生系　ウラン精製系
溶媒回収設備 溶媒再生系　プルトニウム精製系
施設共通　基本設計方針
【機能要求②】
計測制御設備

設計方針(発生防止)
基本方針(火災防護計
画)

△
基本方針
施設共通　基本設計方針

－

27
　放射性物質を含む有機溶媒を内包する機器は，静電気により着火するお
それがないよう接地を施す設計とし，

設置要求

分離設備
分配設備
分離建屋一時貯留処理設備
溶媒回収設備 溶媒再生系　分離・分配系
ウラン精製設備
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
溶媒回収設備 溶媒再生系　ウラン精製系
溶媒回収設備 溶媒再生系　プルトニウム精製系
溶媒回収設備 溶媒処理系
廃溶媒処理系

設計方針(発生防止) △ 基本方針 －

28
　これらの機器を収納するセルには，着火源を有する機器は設置しない設
計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針
設計方針(発生防止)
基本方針(火災防護計
画)

△ 施設共通　基本設計方針 －

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

8．火災防護計画

【8.火災防護計画】
(1)組織体制，教育訓練及び手順
・計画を遂行するための体制，責任の所在，責任
者の権限，体制の運営管理，必要な要員の確保及
び教育訓練並びに火災防護対策を実施するために
必要な手順等について定める。

(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　①火災防護上重要な機器等に関する火災等の発
生防止，感知・消火，影響軽減の3つの深層防護
の概念に基づく火災防護対策を行うための手順等
　②重大事故等対処施設に対する火災等の発生防
止，感知・消火のための手順等
　③重大事故等対処設備のうち，可搬型のものに
対する火災防護対策
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
・再処理施設特有の火災及び爆発の防止
　・その他再処理施設にて取り扱う物質等による
火災及び爆発の発生防止
　・水素濃度上昇時の対応と，換気設備の確認に
ついて
　・電気室，蓄電池室の使用制限について
　・制御室における系統分離と消火活動について
  ・消火に用いる資機材について
　・火災影響評価の方法等について

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

8．火災防護計画

【8.火災防護計画】
(1)組織体制，教育訓練及び手順
・計画を遂行するための体制，責任の所在，責任
者の権限，体制の運営管理，必要な要員の確保及
び教育訓練並びに火災防護対策を実施するために
必要な手順等について定める。

(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　①火災防護上重要な機器等に関する火災等の発
生防止，感知・消火，影響軽減の３つの深層防護
の概念に基づく火災防護対策を行うための手順等
　②重大事故等対処施設に対する火災等の発生防
止，感知・消火のための手順等
　③重大事故等対処設備のうち，可搬型のものに
対する火災防護対策
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
・再処理施設特有の火災及び爆発の防止
　・その他再処理施設にて取り扱う物質等による
火災及び爆発の発生防止
　・水素濃度上昇時の対応と，換気設備の確認に
ついて
　・電気室，蓄電池室の使用制限について
　・制御室における系統分離と消火活動について
  ・消火に用いる資機材について
　・火災影響評価の方法等について

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災防護の基本方針
2.1 火災及び爆発の発生防止
4. 火災及び爆発の発生防止
4.1 施設特有の火災及び爆発の発生防止について
8.火災防護計画

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災防護の基本方針
2.1 火災及び爆発の発生防止
4. 火災及び爆発の発生防止
4.1 施設特有の火災及び爆発の発生防止について
8.火災防護計画

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・有機溶媒による火災及び爆発の発生防止につい
ては，既設工認(添付書類「Ⅲ　火災及び爆発の
防止に関する説明書」)から変更なし。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・有機溶媒による火災及び爆発の発生防止につい
ては，既設工認(添付書類「Ⅲ　火災及び爆発の
防止に関する説明書」)から変更なし。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

18
5.1.3 火災防護計画
　再処理施設全体を対象とした火災防護対策を実施するため，火災防護計
画を策定する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針(火災防護計
画)

19

　火災防護上重要な機器等を火災及び爆発から防護するため，火災及び爆
発の発生防止，火災の早期感知及び消火並びに火災及び爆発の影響軽減の
3つの深層防護の概念に基づき，必要な運用管理を含む火災防護の計画を
保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針(火災防護計
画)

20
　重大事故等対処施設については，火災及び爆発の発生防止並びに火災の
早期感知及び消火に必要な運用管理を含む火災防護の計画を保安規定に定
めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針(火災防護計
画)

21
　その他の再処理施設については，消防法，建築基準法，都市計画法及び
日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防護の計画を
保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針(火災防護計
画)

22
　重大事故等対処設備のうち，可搬型のものに対する火災防護対策につい
ては，火災防護の計画を保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針(火災防護計
画)

23

　敷地及び敷地周辺で想定される自然現象並びに人為事象による火災及び
爆発(以下「外部火災」という。)については，安全機能を有する施設及び
重大事故等対処施設を外部火災から防護するための運用等についての火災
防護の計画を保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針(火災防護計
画)

24

5.2 火災及び爆発の発生防止
5.2.1 施設特有の火災及び爆発の発生防止
　再処理施設の火災及び爆発の発生を防止するため，再処理施設で取り扱
う化学薬品等のうち，可燃性物質若しくは熱的に不安定な物質を使用又は
生成する系統及び機器に対する着火源の排除，異常な温度上昇の防止対
策，可燃性物質の漏えい防止対策及び可燃性又は熱的に不安定な物質の混
入防止対策を講ずる設計とするとともに，熱的制限値及び化学的制限値を
設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針
設計方針(発生防止)

25
　放射性物質を含む有機溶媒を内包する系統及び機器は，腐食し難い材料
を使用するとともに，漏えいし難い構造とすることにより有機溶媒の漏え
いを防止する設計とする。

機能要求①

分離設備
分配設備
分離建屋一時貯留処理設備
溶媒回収設備 溶媒再生系　分離・分配系
ウラン精製設備
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
溶媒回収設備 溶媒再生系　ウラン精製系
溶媒回収設備 溶媒再生系　プルトニウム精製系
溶媒回収設備 溶媒処理系
廃溶媒処理系

設計方針(発生防止)

26

　放射性物質を含む有機溶媒を内包する機器で加温を行う機器は，化学的
制限値(n-ドデカンの引火点74℃)を設定し，化学的制限値を超えて加温す
ることがないように，溶液の温度を監視して，温度高により警報を発する
とともに，自動で加温を停止する設計とする。

運用要求
機能要求①
機能要求②

安全保護回路
溶媒回収設備 溶媒再生系　分離・分配系
ウラン精製設備
プルトニウム精製設備
溶媒回収設備 溶媒再生系　ウラン精製系
溶媒回収設備 溶媒再生系　プルトニウム精製系
施設共通　基本設計方針
【機能要求②】
計測制御設備

設計方針(発生防止)
基本方針(火災防護計
画)

27
　放射性物質を含む有機溶媒を内包する機器は，静電気により着火するお
それがないよう接地を施す設計とし，

設置要求

分離設備
分配設備
分離建屋一時貯留処理設備
溶媒回収設備 溶媒再生系　分離・分配系
ウラン精製設備
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
溶媒回収設備 溶媒再生系　ウラン精製系
溶媒回収設備 溶媒再生系　プルトニウム精製系
溶媒回収設備 溶媒処理系
廃溶媒処理系

設計方針(発生防止)

28
　これらの機器を収納するセルには，着火源を有する機器は設置しない設
計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針
設計方針(発生防止)
基本方針(火災防護計
画)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ － 基本方針 － － －

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・有機溶媒による火災及び爆発の発生防止
・廃溶媒及び廃溶媒の熱分解ガスによる火災及び
爆発の発生防止
・TBP等の錯体の急激な分解反応の発生防止
・水素による爆発の発生防止
・ジルコニウム粉末及びその合金粉末による火災
及び爆発の発生防止
・分析試薬及び硝酸ヒドラジン等による火災及び
爆発の発生防止

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止

△ － 基本方針 － － －

△ － 施設共通　基本設計方針 － －

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲
＜インターロッ
ク＞
・設定値
・起動に要する
信号の個数
・起動信号を発
信させない条件

△ － 基本方針 － － －

△ － 施設共通　基本設計方針 － － －

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災防護の基本方針
2.1 火災及び爆発の発生防止
4. 火災及び爆発の発生防止
4.1 施設特有の火災及び爆発の発生防止について
8.火災防護計画

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・有機溶媒による火災及び爆発の発生防止につい
ては，既設工認(添付書類「Ⅲ　火災及び爆発の
防止に関する説明書」)から変更なし。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

29
　放射性物質を含む有機溶媒を内包する系統及び機器を内部に設置するセ
ル，グローブボックス及び室については，気体廃棄物の廃棄施設の換気設
備で換気を行う設計とする。

機能要求①
分離建屋排気系
精製建屋排気系
低レベル廃棄物処理建屋排気系

設計方針(発生防止) △ 基本方針 －

30
　使用済有機溶媒の蒸発及び蒸留を行う機器は，有機溶媒へ着火するおそ
れのない可燃領域外で有機溶媒の処理を行う設計とするとともに，廃ガス
には不活性ガス(窒素)を注入して排気する設計とし，

機能要求① 溶媒回収設備　溶媒処理系 設計方針(発生防止) △ 基本方針 －

31
　蒸発缶を減圧するための系統の圧力を監視し，圧力高により警報を発す
るとともに自動で不活性ガス(窒素)を系内に注入し，有機溶媒の蒸発缶へ
の供給及び加熱蒸気の供給を自動で停止する設計とする。

機能要求①
機能要求②

溶媒回収設備　溶媒処理系
【機能要求②】
計測制御設備

設計方針(発生防止) △ 基本方針 －

32
　溶媒蒸留塔の圧力を監視し，圧力高により警報を発するとともに自動で
不活性ガス(窒素)を系内に注入し，有機溶媒の蒸発缶への供給及び加熱蒸
気の供給を自動で停止する設計とする。

機能要求①
機能要求②

溶媒回収設備　溶媒処理系
【機能要求②】
計測制御設備

設計方針(発生防止) △ 基本方針 －

33
　廃棄する有機溶媒(以下「廃溶媒」という。)を処理する熱分解装置は，
不活性ガス(窒素)を供給することにより，廃溶媒を不活性な雰囲気下で熱
分解する設計とし，

機能要求① 廃溶媒処理系 設計方針(発生防止) △ 基本方針 －

34
外部ヒータを適切に制御するとともにその内部温度を測定し，運転状態を
監視し，温度高により外部ヒータ加熱及び廃溶媒供給を停止する設計とす
る。

機能要求①
機能要求②

廃溶媒処理系
【機能要求②】
計測制御設備

設計方針(発生防止) △ 基本方針 －

35
　熱分解ガスを燃焼する装置は，その内部温度を測定し，燃焼状態を監視
し，温度低により熱分解装置への廃溶媒供給を停止する設計とする。

機能要求①
機能要求②

廃溶媒処理系
【機能要求②】
計測制御設備

設計方針(発生防止) △ 基本方針 －

36
　また，可燃性ガスを取り扱う室に設置する電気接点を有する機器は，防
爆構造とする設計とする。

設置要求
廃溶媒処理系を設置する室の電気接点を有する機
器

設計方針(発生防止) △ 基本方針 －

37

　リン酸トリブチル(以下「TBP」という。)又はその分解生成物であるリ
ン酸ジブチル，リン酸ブチル(以下「TBP等」という。)と硝酸，硝酸ウラ
ニル又は硝酸プルトニウムの錯体(以下「TBP等の錯体」という。)の急激
な分解反応を防止するため，硝酸を含む溶液を内包する濃縮缶及び蒸発缶
(以下「濃縮缶等」という。)ではTBPの混入防止対策としてn-ドデカン(以
下「希釈剤」という。)を用いて濃縮缶等に供給する溶液を洗浄し，TBPを
除去する設計とする。

機能要求①

分離設備
分配設備
ウラン精製設備
プルトニウム精製設備

設計方針(発生防止) △ 基本方針 －

38

　また，濃縮缶等でのTBP等の錯体の急激な分解反応を防止するため，TBP
の混入防止対策として濃縮缶等に供給する溶液から有機溶媒を分離するこ
とができる設計とするとともに，溶液を濃縮缶等に供給する槽では水相を
下部から抜き出す設計とする。

機能要求①

分離設備
分配設備
ウラン精製設備
プルトニウム精製設備
酸回収設備　第2酸回収系

設計方針(発生防止) △ 基本方針 －

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災防護の基本方針
2.1 火災及び爆発の発生防止
4. 火災及び爆発の発生防止
4.1 施設特有の火災及び爆発の発生防止について
8.火災防護計画

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災防護の基本方針
2.1 火災及び爆発の発生防止
4. 火災及び爆発の発生防止
4.1 施設特有の火災及び爆発の発生防止について
8.火災防護計画

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・有機溶媒による火災及び爆発の発生防止につい
ては，既設工認(添付書類「Ⅲ　火災及び爆発の
防止に関する説明書」)から変更なし。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・廃溶媒及び廃溶媒の熱分解ガスによる火災及び
爆発の発生防止については，既設工認(添付書類
「Ⅲ　火災及び爆発の防止に関する説明書」)か
ら変更なし。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・TBP等の錯体の急激な分解反応の発生防止につ
いては，既設工認(添付書類「Ⅲ　火災及び爆発
の防止に関する説明書」)から変更なし。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・有機溶媒による火災及び爆発の発生防止につい
ては，既設工認(添付書類「Ⅲ　火災及び爆発の
防止に関する説明書」)から変更なし。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・廃溶媒及び廃溶媒の熱分解ガスによる火災及び
爆発の発生防止については，既設工認(添付書類
「Ⅲ　火災及び爆発の防止に関する説明書」)か
ら変更なし。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・TBP等の錯体の急激な分解反応の発生防止につ
いては，既設工認(添付書類「Ⅲ　火災及び爆発
の防止に関する説明書」)から変更なし。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

29
　放射性物質を含む有機溶媒を内包する系統及び機器を内部に設置するセ
ル，グローブボックス及び室については，気体廃棄物の廃棄施設の換気設
備で換気を行う設計とする。

機能要求①
分離建屋排気系
精製建屋排気系
低レベル廃棄物処理建屋排気系

設計方針(発生防止)

30
　使用済有機溶媒の蒸発及び蒸留を行う機器は，有機溶媒へ着火するおそ
れのない可燃領域外で有機溶媒の処理を行う設計とするとともに，廃ガス
には不活性ガス(窒素)を注入して排気する設計とし，

機能要求① 溶媒回収設備　溶媒処理系 設計方針(発生防止)

31
　蒸発缶を減圧するための系統の圧力を監視し，圧力高により警報を発す
るとともに自動で不活性ガス(窒素)を系内に注入し，有機溶媒の蒸発缶へ
の供給及び加熱蒸気の供給を自動で停止する設計とする。

機能要求①
機能要求②

溶媒回収設備　溶媒処理系
【機能要求②】
計測制御設備

設計方針(発生防止)

32
　溶媒蒸留塔の圧力を監視し，圧力高により警報を発するとともに自動で
不活性ガス(窒素)を系内に注入し，有機溶媒の蒸発缶への供給及び加熱蒸
気の供給を自動で停止する設計とする。

機能要求①
機能要求②

溶媒回収設備　溶媒処理系
【機能要求②】
計測制御設備

設計方針(発生防止)

33
　廃棄する有機溶媒(以下「廃溶媒」という。)を処理する熱分解装置は，
不活性ガス(窒素)を供給することにより，廃溶媒を不活性な雰囲気下で熱
分解する設計とし，

機能要求① 廃溶媒処理系 設計方針(発生防止)

34
外部ヒータを適切に制御するとともにその内部温度を測定し，運転状態を
監視し，温度高により外部ヒータ加熱及び廃溶媒供給を停止する設計とす
る。

機能要求①
機能要求②

廃溶媒処理系
【機能要求②】
計測制御設備

設計方針(発生防止)

35
　熱分解ガスを燃焼する装置は，その内部温度を測定し，燃焼状態を監視
し，温度低により熱分解装置への廃溶媒供給を停止する設計とする。

機能要求①
機能要求②

廃溶媒処理系
【機能要求②】
計測制御設備

設計方針(発生防止)

36
　また，可燃性ガスを取り扱う室に設置する電気接点を有する機器は，防
爆構造とする設計とする。

設置要求
廃溶媒処理系を設置する室の電気接点を有する機
器

設計方針(発生防止)

37

　リン酸トリブチル(以下「TBP」という。)又はその分解生成物であるリ
ン酸ジブチル，リン酸ブチル(以下「TBP等」という。)と硝酸，硝酸ウラ
ニル又は硝酸プルトニウムの錯体(以下「TBP等の錯体」という。)の急激
な分解反応を防止するため，硝酸を含む溶液を内包する濃縮缶及び蒸発缶
(以下「濃縮缶等」という。)ではTBPの混入防止対策としてn-ドデカン(以
下「希釈剤」という。)を用いて濃縮缶等に供給する溶液を洗浄し，TBPを
除去する設計とする。

機能要求①

分離設備
分配設備
ウラン精製設備
プルトニウム精製設備

設計方針(発生防止)

38

　また，濃縮缶等でのTBP等の錯体の急激な分解反応を防止するため，TBP
の混入防止対策として濃縮缶等に供給する溶液から有機溶媒を分離するこ
とができる設計とするとともに，溶液を濃縮缶等に供給する槽では水相を
下部から抜き出す設計とする。

機能要求①

分離設備
分配設備
ウラン精製設備
プルトニウム精製設備
酸回収設備　第2酸回収系

設計方針(発生防止)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ － 基本方針 － － －

△ － 基本方針 － － －

△ － 基本方針 － －

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲
＜インターロッ
ク＞
・設定値
・起動に要する
信号の個数
・起動信号を発
信させない条件

△ － 基本方針 － －

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲
＜インターロッ
ク＞
・設定値
・起動に要する
信号の個数
・起動信号を発
信させない条件

△ － 基本方針 － － －

△ － 基本方針 － －

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲
＜インターロッ
ク＞
・設定値
・起動に要する
信号の個数
・起動信号を発
信させない条件

△ － 基本方針 － －

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲
＜インターロッ
ク＞
・設定値
・起動に要する
信号の個数
・起動信号を発
信させない条件

△ － 基本方針 － － －

△ － 基本方針 － － －

△ － 基本方針 － － －

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災防護の基本方針
2.1 火災及び爆発の発生防止
4. 火災及び爆発の発生防止
4.1 施設特有の火災及び爆発の発生防止について
8.火災防護計画

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・有機溶媒による火災及び爆発の発生防止につい
ては，既設工認(添付書類「Ⅲ　火災及び爆発の
防止に関する説明書」)から変更なし。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・廃溶媒及び廃溶媒の熱分解ガスによる火災及び
爆発の発生防止については，既設工認(添付書類
「Ⅲ　火災及び爆発の防止に関する説明書」)か
ら変更なし。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・TBP等の錯体の急激な分解反応の発生防止につ
いては，既設工認(添付書類「Ⅲ　火災及び爆発
の防止に関する説明書」)から変更なし。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

39

　TBP等の錯体の急激な分解反応のおそれのある機器には，熱的制限値(加
熱蒸気の最高温度135℃)を設定し，濃縮缶等の加熱部に供給する加熱蒸気
の温度を加熱蒸気の圧力により制御し，温度計により監視し，温度高によ
り警報を発するとともに，加熱蒸気の温度が設定値を超えないように，蒸
気発生器に供給する一次蒸気及び濃縮缶等の加熱部に供給する加熱蒸気を
自動で遮断する設計とする。

機能要求①
機能要求②

安全保護回路
分配設備
ウラン精製設備
プルトニウム精製設備
酸回収設備 第2酸回収系
高レベル廃液処理設備 高レベル廃液濃縮系
【機能要求②】
計測制御設備

設計方針(発生防止)

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・TBP等の錯体の急激な分解反応の発生防止につ
いては，既設工認(添付書類「Ⅲ　火災及び爆発
の防止に関する説明書」)から変更なし。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止

△ 基本方針 －

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・TBP等の錯体の急激な分解反応の発生防止につ
いては，既設工認(添付書類「Ⅲ　火災及び爆発
の防止に関する説明書」)から変更なし。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止

40
　運転で水素ガスを使用する設備又は溶液及び有機溶媒の放射線分解によ
り発生する水素の濃度が可燃限界濃度に達するおそれのある機器は接地を
施す設計とする。

設置要求

溶解設備
清澄・計量設備
分離設備
分配設備
分離建屋一時貯留処理設備
溶媒回収設備 溶媒再生系 分離・分配系
高レベル廃液処理設備 高レベル廃液濃縮系
ウラン精製設備(ウラナス製造器)
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
溶液系
焙焼・還元系
還元ガス供給系
高レベル濃縮廃液貯蔵系
不溶解残渣廃液貯蔵系
共用貯蔵系
高レベル廃液ガラス固化設備

設計方針(発生防止)

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・運転で使用する水素による爆発の発生防止につ
いては，既設工認(添付書類「Ⅲ　火災及び爆発
の防止に関する説明書」)から変更なし。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止

△ 基本方針 －

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・運転で使用する水素による爆発の発生防止につ
いては，既設工認(添付書類「Ⅲ　火災及び爆発
の防止に関する説明書」)から変更なし。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止

41
　溶液及び有機溶媒の放射線分解により発生する水素の濃度が可燃限界濃
度に達するおそれのある機器は，塔槽類廃ガス処理設備等の排風機による
排気を行う設計とする。

機能要求①

せん断処理・溶解廃ガス処理設備
前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃ガス処
理系
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃ガス処
理系(プルトニウム系)
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス
処理設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系
不溶解残渣廃液廃ガス処理系
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備

設計方針(発生防止) △ 基本方針 －

42 　また，その他再処理設備の附属施設の圧縮空気設備から空気を供給(水
素掃気)する設計とする。

機能要求①
機能要求②

溶解設備
清澄・計量設備
分離設備
分配設備
分離建屋一時貯留処理設備
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
溶媒回収設備 溶媒再生系 分離・分配系
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 溶液系
高レベル廃液濃縮系
高レベル濃縮廃液貯蔵系
不溶解残渣廃液貯蔵系
共用貯蔵系
高レベル廃液ガラス固化設備
安全圧縮空気系

設計方針(発生防止) △ 基本方針 －

43
　運転で水素ガスを使用する設備を設置するグローブボックス及び室は，
当該設備から水素が漏えいした場合においても滞留しないよう気体廃棄物
の廃棄施設の換気設備の排風機による排気を行う設計とする。

機能要求①
精製建屋排気系
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系

設計方針(発生防止) △ 基本方針 －

44
　また，運転で水素ガスを使用する設備のウラン精製設備のウラナス製造
器は，水素の可燃領域外で運転する設計とする。

設置要求 ウラン精製設備(ウラナス製造器) 設計方針(発生防止) △ 基本方針 －

45

　洗浄塔は，その他再処理設備の附属施設の圧縮空気設備の一般圧縮空気
系から空気を供給し，廃ガス中の水素濃度を可燃限界濃度未満に抑制する
設計とする。さらに，洗浄塔に供給する空気の流量を監視し，流量低によ
り警報を発するとともに，自動で窒素ガスを洗浄塔に供給する設計とす
る。

機能要求①
機能要求②

ウラン精製設備
【機能要求②】
計測制御設備

設計方針(発生防止) △ 基本方針 －

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災防護の基本方針
2.1 火災及び爆発の発生防止
4. 火災及び爆発の発生防止
4.1 施設特有の火災及び爆発の発生防止について
8.火災防護計画

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災防護の基本方針
2.1 火災及び爆発の発生防止
4. 火災及び爆発の発生防止
4.1 施設特有の火災及び爆発の発生防止について
8.火災防護計画

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・放射線分解により発生する水素による爆発の発
生防止については，既設工認(添付書類「Ⅲ　火
災及び爆発の防止に関する説明書」)から変更な
し。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・放射線分解により発生する水素による爆発の発
生防止については，既設工認(添付書類「Ⅲ　火
災及び爆発の防止に関する説明書」)から変更な
し。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・運転で使用する水素による爆発の発生防止につ
いては，既設工認(添付書類「Ⅲ　火災及び爆発
の防止に関する説明書」)から変更なし。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・運転で使用する水素による爆発の発生防止につ
いては，既設工認(添付書類「Ⅲ　火災及び爆発
の防止に関する説明書」)から変更なし。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

39

　TBP等の錯体の急激な分解反応のおそれのある機器には，熱的制限値(加
熱蒸気の最高温度135℃)を設定し，濃縮缶等の加熱部に供給する加熱蒸気
の温度を加熱蒸気の圧力により制御し，温度計により監視し，温度高によ
り警報を発するとともに，加熱蒸気の温度が設定値を超えないように，蒸
気発生器に供給する一次蒸気及び濃縮缶等の加熱部に供給する加熱蒸気を
自動で遮断する設計とする。

機能要求①
機能要求②

安全保護回路
分配設備
ウラン精製設備
プルトニウム精製設備
酸回収設備 第2酸回収系
高レベル廃液処理設備 高レベル廃液濃縮系
【機能要求②】
計測制御設備

設計方針(発生防止)

40
　運転で水素ガスを使用する設備又は溶液及び有機溶媒の放射線分解によ
り発生する水素の濃度が可燃限界濃度に達するおそれのある機器は接地を
施す設計とする。

設置要求

溶解設備
清澄・計量設備
分離設備
分配設備
分離建屋一時貯留処理設備
溶媒回収設備 溶媒再生系 分離・分配系
高レベル廃液処理設備 高レベル廃液濃縮系
ウラン精製設備(ウラナス製造器)
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
溶液系
焙焼・還元系
還元ガス供給系
高レベル濃縮廃液貯蔵系
不溶解残渣廃液貯蔵系
共用貯蔵系
高レベル廃液ガラス固化設備

設計方針(発生防止)

41
　溶液及び有機溶媒の放射線分解により発生する水素の濃度が可燃限界濃
度に達するおそれのある機器は，塔槽類廃ガス処理設備等の排風機による
排気を行う設計とする。

機能要求①

せん断処理・溶解廃ガス処理設備
前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃ガス処
理系
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃ガス処
理系(プルトニウム系)
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス
処理設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系
不溶解残渣廃液廃ガス処理系
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備

設計方針(発生防止)

42 　また，その他再処理設備の附属施設の圧縮空気設備から空気を供給(水
素掃気)する設計とする。

機能要求①
機能要求②

溶解設備
清澄・計量設備
分離設備
分配設備
分離建屋一時貯留処理設備
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
溶媒回収設備 溶媒再生系 分離・分配系
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 溶液系
高レベル廃液濃縮系
高レベル濃縮廃液貯蔵系
不溶解残渣廃液貯蔵系
共用貯蔵系
高レベル廃液ガラス固化設備
安全圧縮空気系

設計方針(発生防止)

43
　運転で水素ガスを使用する設備を設置するグローブボックス及び室は，
当該設備から水素が漏えいした場合においても滞留しないよう気体廃棄物
の廃棄施設の換気設備の排風機による排気を行う設計とする。

機能要求①
精製建屋排気系
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系

設計方針(発生防止)

44
　また，運転で水素ガスを使用する設備のウラン精製設備のウラナス製造
器は，水素の可燃領域外で運転する設計とする。

設置要求 ウラン精製設備(ウラナス製造器) 設計方針(発生防止)

45

　洗浄塔は，その他再処理設備の附属施設の圧縮空気設備の一般圧縮空気
系から空気を供給し，廃ガス中の水素濃度を可燃限界濃度未満に抑制する
設計とする。さらに，洗浄塔に供給する空気の流量を監視し，流量低によ
り警報を発するとともに，自動で窒素ガスを洗浄塔に供給する設計とす
る。

機能要求①
機能要求②

ウラン精製設備
【機能要求②】
計測制御設備

設計方針(発生防止)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ － 基本方針 － －

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲
＜インターロッ
ク＞
・設定値
・起動に要する
信号の個数
・起動信号を発
信させない条件

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・TBP等の錯体の急激な分解反応の発生防止につ
いては，既設工認(添付書類「Ⅲ　火災及び爆発
の防止に関する説明書」)から変更なし。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止

△ － 基本方針 － － －

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・運転で使用する水素による爆発の発生防止につ
いては，既設工認(添付書類「Ⅲ　火災及び爆発
の防止に関する説明書」)から変更なし。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止

△ － 基本方針 － － －

△ － 基本方針 － －

＜圧縮機＞
・容量
・吐出圧力
＜容器＞
・容量
・最高使用圧力
＜主配管＞
・外径
・厚さ
＜容器(掃気さ
れる貯槽)＞
・容量
・厚さ

△ － 基本方針 － － －

△ － 基本方針 － － －

△ － 基本方針 － －

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲
＜インターロッ
ク＞
・設定値
・起動に要する
信号の個数
・起動信号を発
信させない条件

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災防護の基本方針
2.1 火災及び爆発の発生防止
4. 火災及び爆発の発生防止
4.1 施設特有の火災及び爆発の発生防止について
8.火災防護計画

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・放射線分解により発生する水素による爆発の発
生防止については，既設工認(添付書類「Ⅲ　火
災及び爆発の防止に関する説明書」)から変更な
し。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・運転で使用する水素による爆発の発生防止につ
いては，既設工認(添付書類「Ⅲ　火災及び爆発
の防止に関する説明書」)から変更なし。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

46

　第2気液分離槽は，窒素ガスを供給し，4価のウラン(以下「ウラナス」
という。)を含む硝酸溶液中に溶存する水素を追い出すとともに，廃ガス
中の水素を可燃限界濃度未満に抑制する設計とする。さらに，第2気液分
離槽に供給する窒素ガスの流量を監視し，流量低により警報を発する設計
とする。

機能要求①
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽　類廃ガス
処理系

設計方針(発生防止) △ 基本方針 －

47
　ウラン精製設備のウラナス製造器を設置する室の電気接点を有する機器
は，防爆構造とし，万一の室内への水素の漏えいを早期に検知するため，
水素漏えい検知器を設置し，中央制御室に警報を発する設計とする。

機能要求①
火災防護設備
水素漏えい検知器
(ウラン精製設備(ウラナス製造器))

設計方針(発生防止) △ 基本方針 －

48

　運転で水素ガスを使用する脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設
備の還元炉は，化学的制限値(還元用窒素・水素混合ガス中の可燃限界濃
度ドライ換算6.4vol%)を設定し，還元炉へ供給する還元用窒素・水素混合
ガス中の水素濃度を測定し，空気といかなる混合比においても可燃限界濃
度未満となるように設計する。万一，水素濃度が設定値を超える場合に
は，還元炉への還元用窒素・水素混合ガスの供給を自動で停止する設計と
する。

機能要求①
機能要求②

還元ガス供給系
【機能要求②】
計測制御設備
安全保護回路

設計方針(発生防止) △ 基本方針 －

49
　ジルコニウム粉末及びその合金粉末を取り扱うせん断処理施設のせん断
機は，窒素ガスを吹き込むことで不活性雰囲気とし，窒素ガスは，気体廃
棄物の廃棄施設の排気筒等から排気する設計とする。

機能要求①
せん断処理設備
せん断処理・溶解廃ガス処理設備

設計方針(発生防止) △ 基本方針 －

50

　また，ジルコニウム粉末及びその合金粉末を保管廃棄する設備は，ドラ
ム又はガラス固化体に収納し，そのうちドラムについては，水中で取り扱
うことにより，火災及び爆発のおそれがないように保管を行う設計とす
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針
設計方針(発生防止)
基本方針(火災防護計
画)

△ 施設共通　基本設計方針 －

51
　硝酸ヒドラジンは，自己反応性物質であることから，爆発の発生を防止
するため，消防法に基づき，貯蔵及び取扱い時の漏えい防止を講ずる設計
とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針
設計方針(発生防止)
基本方針(火災防護計
画)

△ 施設共通　基本設計方針 －

52

　分析試薬については，少量ではあるが可燃性試薬及び引火性試薬を含む
多種類の分析試薬を取り扱うため，保管及び取扱いに係る火災及び爆発の
発生防止対策を講ずる設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針
設計方針(発生防止)
基本方針(火災防護計
画)

△ 施設共通　基本設計方針 －

53

再処理施設で取り扱う特有の可燃性物質若しくは熱的に不安定な物質を使
用又は生成する設備の火災及び爆発の発生防止に係る設計方針について
は，第2章　個別項目の「2.1　せん断処理施設」，「2.2　溶解施設」，
「2.3　分離施設」，「2.4　精製施設」，「2.5　脱硝施設」，「2.6　酸
及び溶媒の回収施設」，「4.1　計測制御設備」，「4.2　安全保護回
路」，「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」，「5.2　液体廃棄物の廃棄施
設」，「5.3　固体廃棄物の廃棄施設」，「7.1.2　圧縮空気設備」に示
す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

○ 基本方針 －

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

54

5.2.2 再処理施設の火災及び爆発の発生防止
　発火性物質又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する
火災区域又は火災区画に対して火災及び爆発の発生防止対策を講ずるとと
もに，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉に対する対策，発火源に対する対
策，水素に対する換気，漏えい検出対策及び接地対策，放射線分解により
発生する水素の蓄積防止対策，電気系統の過電流による過熱及び焼損の防
止対策等を講ずる設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針
設計方針(発生防止)

○ 基本方針 －

55

　火災及び爆発の発生防止における発火性物質又は引火性物質に対する火
災及び爆発の発生防止対策は，火災区域又は火災区画に設置する潤滑油又
は燃料油を内包する設備に加え，再処理施設で取り扱う物質として，
TBP，n-ドデカン等(以下「有機溶媒等」という。)，硝酸ヒドラジンを内
包する設備及び水素，プロパンを内包する設備並びに分析試薬を取り扱う
設備を対象とする。
　なお，分析試薬については，「5.2.1　施設特有の火災及び爆発の発生
防止」に示す分析試薬に対する対策と同様の設計とする。

冒頭宣言 基本方針 設計方針(発生防止) ○ 基本方針 －

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・運転で使用する水素による爆発の発生防止につ
いては，既設工認(添付書類「Ⅲ　火災及び爆発
の防止に関する説明書」)から変更なし。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・ジルコニウム粉末及びその合金粉末による火災
及び爆発の発生防止については，既設工認(添付
書類「Ⅲ　火災及び爆発の防止に関する説明
書」)から変更なし。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・分析試薬及び硝酸ヒドラジン等による火災及び
爆発の発生防止に係る設計について説明する。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・分析試薬及び硝酸ヒドラジン等による火災及び
爆発の発生防止に係る設計について説明する。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災防護の基本方針
　2.1 火災及び爆発の発生防止

4. 火災及び爆発の発生防止
  4.2 再処理施設の火災及び爆発の発生防止につ
いて

【2.1 火災及び爆発の発生防止】
〇再処理施設の火災及び爆発の発生防止
・火災及び爆発の発生防止対策は，火災区域又は
火災区画に設置する「潤滑油」，「燃料油」に加
え，「水素」，「プロパンガス」及び上記に含ま
れない「分析試薬」を対象とする。
・分析試薬については，少量ではあるが可燃性試
薬及び引火性試薬を含む多種類の分析試薬を取り
扱うため，保管及び取扱いに係る火災及び爆発の
発生防止対策を講ずる。

【4.2 再処理施設の火災及び爆発の発生防止】
【4.2(1)発火性物質又は引火性物質に対する火災
の発生防止対策 ａ．潤滑油，燃料油，有機溶媒
等又は硝酸ヒドラジンを内包する設備に対する火
災及び爆発の発生防止対策】
○潤滑油，燃料油，有機溶媒等又は硝酸ヒドラジ
ンを内包する設備に対する火災及び爆発の発生防
止対策

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災防護の基本方針
　2.1 火災及び爆発の発生防止

4. 火災及び爆発の発生防止
  4.2 再処理施設の火災及び爆発の発生防止につ
いて

【2.1 火災及び爆発の発生防止】
〇再処理施設の火災及び爆発の発生防止
・火災及び爆発の発生防止対策は，火災区域又は
火災区画に設置する「潤滑油」，「燃料油」に加
え，「水素」，「プロパンガス」及び上記に含ま
れない「分析試薬」を対象とする。
・分析試薬については，少量ではあるが可燃性試
薬及び引火性試薬を含む多種類の分析試薬を取り
扱うため，保管及び取扱いに係る火災及び爆発の
発生防止対策を講ずる。

【4.2 再処理施設の火災及び爆発の発生防止】
【4.2(1)発火性物質又は引火性物質に対する火災
の発生防止対策 ａ．潤滑油，燃料油，有機溶媒
等又は硝酸ヒドラジンを内包する設備に対する火
災及び爆発の発生防止対策】
○潤滑油，燃料油，有機溶媒等又は硝酸ヒドラジ
ンを内包する設備に対する火災及び爆発の発生防
止対策

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災防護の基本方針
2.1 火災及び爆発の発生防止
4. 火災及び爆発の発生防止
4.1 施設特有の火災及び爆発の発生防止について
8.火災防護計画

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災防護の基本方針
2.1 火災及び爆発の発生防止
4. 火災及び爆発の発生防止
4.1 施設特有の火災及び爆発の発生防止について
8.火災防護計画

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・運転で使用する水素による爆発の発生防止につ
いては，既設工認(添付書類「Ⅲ　火災及び爆発
の防止に関する説明書」)から変更なし。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・ジルコニウム粉末及びその合金粉末による火災
及び爆発の発生防止については，既設工認(添付
書類「Ⅲ　火災及び爆発の防止に関する説明
書」)から変更なし。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止

300



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

46

　第2気液分離槽は，窒素ガスを供給し，4価のウラン(以下「ウラナス」
という。)を含む硝酸溶液中に溶存する水素を追い出すとともに，廃ガス
中の水素を可燃限界濃度未満に抑制する設計とする。さらに，第2気液分
離槽に供給する窒素ガスの流量を監視し，流量低により警報を発する設計
とする。

機能要求①
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽　類廃ガス
処理系

設計方針(発生防止)

47
　ウラン精製設備のウラナス製造器を設置する室の電気接点を有する機器
は，防爆構造とし，万一の室内への水素の漏えいを早期に検知するため，
水素漏えい検知器を設置し，中央制御室に警報を発する設計とする。

機能要求①
火災防護設備
水素漏えい検知器
(ウラン精製設備(ウラナス製造器))

設計方針(発生防止)

48

　運転で水素ガスを使用する脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設
備の還元炉は，化学的制限値(還元用窒素・水素混合ガス中の可燃限界濃
度ドライ換算6.4vol%)を設定し，還元炉へ供給する還元用窒素・水素混合
ガス中の水素濃度を測定し，空気といかなる混合比においても可燃限界濃
度未満となるように設計する。万一，水素濃度が設定値を超える場合に
は，還元炉への還元用窒素・水素混合ガスの供給を自動で停止する設計と
する。

機能要求①
機能要求②

還元ガス供給系
【機能要求②】
計測制御設備
安全保護回路

設計方針(発生防止)

49
　ジルコニウム粉末及びその合金粉末を取り扱うせん断処理施設のせん断
機は，窒素ガスを吹き込むことで不活性雰囲気とし，窒素ガスは，気体廃
棄物の廃棄施設の排気筒等から排気する設計とする。

機能要求①
せん断処理設備
せん断処理・溶解廃ガス処理設備

設計方針(発生防止)

50

　また，ジルコニウム粉末及びその合金粉末を保管廃棄する設備は，ドラ
ム又はガラス固化体に収納し，そのうちドラムについては，水中で取り扱
うことにより，火災及び爆発のおそれがないように保管を行う設計とす
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針
設計方針(発生防止)
基本方針(火災防護計
画)

51
　硝酸ヒドラジンは，自己反応性物質であることから，爆発の発生を防止
するため，消防法に基づき，貯蔵及び取扱い時の漏えい防止を講ずる設計
とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針
設計方針(発生防止)
基本方針(火災防護計
画)

52

　分析試薬については，少量ではあるが可燃性試薬及び引火性試薬を含む
多種類の分析試薬を取り扱うため，保管及び取扱いに係る火災及び爆発の
発生防止対策を講ずる設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針
設計方針(発生防止)
基本方針(火災防護計
画)

53

再処理施設で取り扱う特有の可燃性物質若しくは熱的に不安定な物質を使
用又は生成する設備の火災及び爆発の発生防止に係る設計方針について
は，第2章　個別項目の「2.1　せん断処理施設」，「2.2　溶解施設」，
「2.3　分離施設」，「2.4　精製施設」，「2.5　脱硝施設」，「2.6　酸
及び溶媒の回収施設」，「4.1　計測制御設備」，「4.2　安全保護回
路」，「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」，「5.2　液体廃棄物の廃棄施
設」，「5.3　固体廃棄物の廃棄施設」，「7.1.2　圧縮空気設備」に示
す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

54

5.2.2 再処理施設の火災及び爆発の発生防止
　発火性物質又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する
火災区域又は火災区画に対して火災及び爆発の発生防止対策を講ずるとと
もに，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉に対する対策，発火源に対する対
策，水素に対する換気，漏えい検出対策及び接地対策，放射線分解により
発生する水素の蓄積防止対策，電気系統の過電流による過熱及び焼損の防
止対策等を講ずる設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針
設計方針(発生防止)

55

　火災及び爆発の発生防止における発火性物質又は引火性物質に対する火
災及び爆発の発生防止対策は，火災区域又は火災区画に設置する潤滑油又
は燃料油を内包する設備に加え，再処理施設で取り扱う物質として，
TBP，n-ドデカン等(以下「有機溶媒等」という。)，硝酸ヒドラジンを内
包する設備及び水素，プロパンを内包する設備並びに分析試薬を取り扱う
設備を対象とする。
　なお，分析試薬については，「5.2.1　施設特有の火災及び爆発の発生
防止」に示す分析試薬に対する対策と同様の設計とする。

冒頭宣言 基本方針 設計方針(発生防止)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ － 基本方針 － － －

△ － 基本方針 － － －

△ － 基本方針 － －

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲
＜インターロッ
ク＞
・設定値
・起動に要する
信号の個数
・起動信号を発
信させない条件

△ － 基本方針 － － －

△ － 施設共通　基本設計方針 － － －

△ － 施設共通　基本設計方針 － － －

△ － 施設共通　基本設計方針 － － －

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災防護の基本方針
2.1 火災及び爆発の発生防止
4. 火災及び爆発の発生防止
4.1 施設特有の火災及び爆発の発生防止について
8.火災防護計画

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・運転で使用する水素による爆発の発生防止につ
いては，既設工認(添付書類「Ⅲ　火災及び爆発
の防止に関する説明書」)から変更なし。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・ジルコニウム粉末及びその合金粉末による火災
及び爆発の発生防止については，既設工認(添付
書類「Ⅲ　火災及び爆発の防止に関する説明
書」)から変更なし。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止

【4.1 施設特有の火災及び爆発に対する発生防止
の設計方針】
・施設特有の火災及び爆発に対する発生防止に係
る設計について説明する。

・分析試薬及び硝酸ヒドラジン等による火災及び
爆発の発生防止に係る設計について説明する。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
　④その他の再処理施設に対する火災防護対策
　・再処理施設特有の火災及び爆発の防止
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

56

　潤滑油，燃料油，有機溶媒等又は硝酸ヒドラジンを内包する設備(以下
「油等内包設備」という。)は，溶接構造又はシール構造により漏えい防
止対策を講ずる設計とするとともに，漏えい液受皿又は堰を設置する設計
とする。そのうち，セル内に設置する有機溶媒等を内包する設備から有機
溶媒等が漏えいした場合については，漏えい検知装置により漏えいを検知
し，スチームジェットポンプ，ポンプ又は重力流により移送することに
よって，漏えいした有機溶媒等が拡大することを防止する設計とする。

設置要求
機能要求①

施設共通　基本設計方針
(油等内包設備 漏えい拡大防止対策)

設計方針(発生防止) ○
施設共通　基本設計方針
(油等内包設備漏えい拡大防止対策)

－

57

　油等内包設備の火災又は爆発により，火災及び爆発の影響を受けるおそ
れのある火災防護上重要な機器等の安全機能及び重大事故等対処施設の重
大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう耐火壁，隔壁の設
置又は離隔による配置上の考慮を行う設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(油等内包設備 配置上の考慮)

設計方針(発生防止) ○
施設共通　基本設計方針
(油等内包設備配置上の考慮)

－

58
　油等内包設備を設置する火災区域又は火災区画は，機械換気又は自然換
気を行う設計とする。

機能要求①
換気設備(建屋換気設備)
施設共通　基本設計方針
(自然換気)

設計方針(発生防止) ○
施設共通　基本設計方針
(自然換気)

－

59 　発火性物質又は引火性物質を貯蔵する機器は，運転に必要な量に留めて
貯蔵する設計とする。

設置要求
運用要求

施設共通　基本設計方針
(発火性物質又は引火性物質の貯蔵)
施設共通　基本設計方針

設計方針(発生防止)
基本方針(火災防護計
画)

○ 施設共通　基本設計方針 －

60
　水素又はプロパンを内包する設備(以下「可燃性ガス内包設備」とい
う。)は，溶接構造等により，可燃性ガスの漏えいを防止することで防爆
の対策を行う設計とする。

設置要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(可燃性ガス内包設備 漏えい防止対策)

設計方針(発生防止) ○ 基本方針 －

61

　可燃性ガス内包設備の火災又は爆発により，火災及び爆発の影響を受け
るおそれのある火災防護上重要な機器等の安全機能及び重大事故等対処施
設の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう耐火壁，隔
壁の設置又は離隔による配置上の考慮を行う設計とする。

設置要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(可燃性ガス内包設備 配置上の考慮)

設計方針(発生防止) ○ 基本方針 －

62
　火災及び爆発の発生防止における可燃性ガスに対する換気のため，可燃
性ガス内包設備を設置する火災区域又は火災区画は，機械換気を行う設計
とする。

機能要求①
基本方針
換気設備(建屋換気設備)

設計方針(発生防止) ○ 基本方針 －

63
　このうち，蓄電池を設置する火災区域は，機械換気を行うことにより，
水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。

機能要求①
運用要求

基本方針
換気設備(蓄電池室の換気設備)
施設共通　基本設計方針

設計方針(発生防止)
基本方針(火災防護計
画)

○
基本方針
施設共通　基本設計方針

－

64

　火災及び爆発の発生防止における水素ガス漏えい検出は，蓄電池の上部
に水素漏えい検知器を設置し，水素の燃焼限界濃度である4vol％の4分の1
以下で中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室又は緊
急時対策建屋の建屋管理室に警報を発する設計とする。

設置要求
機能要求①

基本方針
施設共通　基本設計方針

設計方針(発生防止) ○ 基本方針 －

65
　通常の使用状態において水素が蓄電池外部へ放出されるおそれのある蓄
電池室には，原則として直流開閉装置やインバータを収納しない設計とす
る。

設置要求
運用要求

施設共通　基本設計方針
(蓄電池室の設計)
施設共通　基本設計方針

設計方針(発生防止)
基本方針(火災防護計
画)

○ 施設共通　基本設計方針 －

66

　ただし，蓄電池が無停電電源装置等を設置している室と同じ室に収納す
る場合は，社団法人電池工業会「蓄電池室に関する設計指針」(SBA G
0603)に適合するよう，鋼板製筐体に収納し，水素ガス滞留を防止するた
め筐体内を機械換気により排気することで火災又は爆発を防止する設計と
する。

設置要求
機能要求①

基本方針
電気設備(蓄電池)
換気設備(蓄電池室の換気設備)

設計方針(発生防止) ○ 基本方針 －

67
　蓄電池室の換気設備が停止した場合には，中央制御室，使用済燃料の受
入れ施設及び貯蔵施設の制御室又は緊急時対策建屋の建屋管理室に警報を
発する設計とする。

機能要求①
基本方針
換気設備(蓄電池室の換気設備)

設計方針(発生防止) ○ 基本方針 －

68
　火災区域に設置する可燃性ガスを貯蔵する機器は，運転に必要な量に留
めて貯蔵する設計とする。

設置要求
運用要求

施設共通　基本設計方針
(可燃性ガスの貯蔵)
施設共通　基本設計方針

設計方針(発生防止)
基本方針(火災防護計
画)

○ 施設共通　基本設計方針 －

69

　火災及び爆発の発生防止における防爆及び接地対策として，火災区域又
は火災区画に設置する発火性物質又は引火性物質を内包する設備は，溶接
構造の採用，機械換気等により，「電気設備に関する技術基準を定める省
令」第六十九条及び「工場電気設備防爆指針」で要求される爆発性雰囲気
とならない設計とするとともに，発火性物質又は引火性物質を内包する設
備からの万一の漏えいを考慮して，漏えいの可能性のある機器を設置する
室の電気接点を有する機器は，防爆構造とする設計とし，静電気の発生の
おそれのある機器は接地を施す設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(防爆対策)

設計方針(発生防止) ○
施設共通　基本設計方針
(防爆対策)

－

【4.2 再処理施設の火災及び爆発の発生防止】
【4.2(1)発火性物質又は引火性物質に対する火災
の発生防止対策 ａ．潤滑油，燃料油，有機溶媒
等又は硝酸ヒドラジンを内包する設備に対する火
災及び爆発の発生防止対策】
○潤滑油，燃料油，有機溶媒等又は硝酸ヒドラジ
ンを内包する設備に対する火災及び爆発の発生防
止対策
・潤滑油，燃料油，有機溶媒等又は硝酸ヒドラジ
ンを内包する機器は，溶接構造及びシール構造に
より漏えいの発生防止，及び堰やオイルパン等に
よる拡大防止対策を講ずる設計とする。
・油等内包設備は，耐火壁，隔壁の設置又は離隔
による配置上の考慮を行う講ずる設計とする。
・機器運転時の温度よりも高い引火点の潤滑油，
燃料油又は有機溶媒等を使用する設計とすること
により，潤滑油，燃料油又は有機溶媒等の防爆対
策は不要とする設計とする。
・潤滑油，燃料油，有機溶媒等又は硝酸ヒドラジ
ンは一定時間の外部電源喪失に対して発電機を連
続運転するために必要な量を貯蔵する設計とす
る。有機溶媒等は処理運転に必要な量のみを貯蔵
することを火災防護計画に定める。
・油等内包設備を設置する火災区域は自然換気又
は機械換気を設ける設計とする。また，放射性物
質を含む設備は，塔槽類廃ガス処理設備等に接続
し，機械換気を行う設計とする。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
④その他の再処理施設に対する火災防護対策

【4.2(1)発火性物質又は引火性物質に対する火災
の発生防止対策  b.可燃性ガスを内包する設備に
対する火災及び爆発の発生防止対策】
○可燃性ガスを内包する設備に対する火災及び爆
発の発生防止対策
①可燃性ガスの漏えい及び拡大防止対策
　水素等を内包する設備(以下「可燃性ガス内包
設備」という。)は，溶接構造等により可燃性ガ
スの漏えいを防止する。
②水素の漏えい検出
　蓄電池の上部に水素漏えい検知器を設置し，水
素の燃焼限界濃度である4vol％の1/4以下で中央
制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の
制御室又は緊急時対策建屋の建屋管理室に警報を
発する設計とする。
③可燃性ガス内包設備の配置上の考慮
  可燃性ガス内包設備について火災防護上重要な
機器等に対する配置上の考慮について示す。
④可燃性ガス内包設備がある火災区域又は火災区
画の換気
　可燃性ガス内包設備がある火災区域又は火災区
画は，換気設備により換気を行う設計とする。換
気設備が停止した場合は，制御室等に警報を発報
する設計とする。
　通常の使用状態において水素が蓄電池外部へ放
出されるおそれのある蓄電池室には，原則として
直流開閉装置やインバータを収納しない設計とす
る。
⑤可燃性ガス内包設備を設置する火災区域又は火
災区画の防爆対策
　可燃性ガスを使用する電気接点を有する機器
は，防爆構造とする。また，静電気の発生のおそ
れのある機器は接地を施す設計とする。
⑥可燃性ガスの貯蔵
　貯蔵量を運転に必要な量に留める設計とする。
【4.2(5)放射線分解等により発生する水素の蓄積
防止対策】
充電時の蓄電池から発生する水素の蓄積防止再作
を行う設計とする。
【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
④その他の再処理施設に対する火災防護対策
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【4.2(1)発火性物質又は引火性物質に対する火災
の発生防止対策  b.可燃性ガスを内包する設備に
対する火災及び爆発の発生防止対策】
○可燃性ガスを内包する設備に対する火災及び爆
発の発生防止対策
①可燃性ガスの漏えい及び拡大防止対策
　水素等を内包する設備(以下「可燃性ガス内包
設備」という。)は，溶接構造等により可燃性ガ
スの漏えいを防止する。
②水素の漏えい検出
　蓄電池の上部に水素漏えい検知器を設置し，水
素の燃焼限界濃度である4vol％の1/4以下で中央
制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の
制御室又は緊急時対策建屋の建屋管理室に警報を
発する設計とする。
③可燃性ガス内包設備の配置上の考慮
  可燃性ガス内包設備について火災防護上重要な
機器等に対する配置上の考慮について示す。
④可燃性ガス内包設備がある火災区域又は火災区
画の換気
　可燃性ガス内包設備がある火災区域又は火災区
画は，換気設備により換気を行う設計とする。換
気設備が停止した場合は，制御室等に警報を発報
する設計とする。
　通常の使用状態において水素が蓄電池外部へ放
出されるおそれのある蓄電池室には，原則として
直流開閉装置やインバータを収納しない設計とす
る。
⑤可燃性ガス内包設備を設置する火災区域又は火
災区画の防爆対策
　可燃性ガスを使用する電気接点を有する機器
は，防爆構造とする。また，静電気の発生のおそ
れのある機器は接地を施す設計とする。
⑥可燃性ガスの貯蔵
　貯蔵量を運転に必要な量に留める設計とする。
【4.2(5)放射線分解等により発生する水素の蓄積
防止対策】
充電時の蓄電池から発生する水素の蓄積防止再作
を行う設計とする。
【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
④その他の再処理施設に対する火災防護対策
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【4.2 再処理施設の火災及び爆発の発生防止】
【4.2(1)発火性物質又は引火性物質に対する火災
の発生防止対策 ａ．潤滑油，燃料油，有機溶媒
等又は硝酸ヒドラジンを内包する設備に対する火
災及び爆発の発生防止対策】
○潤滑油，燃料油，有機溶媒等又は硝酸ヒドラジ
ンを内包する設備に対する火災及び爆発の発生防
止対策
・潤滑油，燃料油，有機溶媒等又は硝酸ヒドラジ
ンを内包する機器は，溶接構造及びシール構造に
より漏えいの発生防止，及び堰やオイルパン等に
よる拡大防止対策を講ずる設計とする。
・油等内包設備は，耐火壁，隔壁の設置又は離隔
による配置上の考慮を行う講ずる設計とする。
・機器運転時の温度よりも高い引火点の潤滑油，
燃料油又は有機溶媒等を使用する設計とすること
により，潤滑油，燃料油又は有機溶媒等の防爆対
策は不要とする設計とする。
・潤滑油，燃料油，有機溶媒等又は硝酸ヒドラジ
ンは一定時間の外部電源喪失に対して発電機を連
続運転するために必要な量を貯蔵する設計とす
る。有機溶媒等は処理運転に必要な量のみを貯蔵
することを火災防護計画に定める。
・油等内包設備を設置する火災区域は自然換気又
は機械換気を設ける設計とする。また，放射性物
質を含む設備は，塔槽類廃ガス処理設備等に接続
し，機械換気を行う設計とする。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
④その他の再処理施設に対する火災防護対策
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8.火災防護計画

302



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

56

　潤滑油，燃料油，有機溶媒等又は硝酸ヒドラジンを内包する設備(以下
「油等内包設備」という。)は，溶接構造又はシール構造により漏えい防
止対策を講ずる設計とするとともに，漏えい液受皿又は堰を設置する設計
とする。そのうち，セル内に設置する有機溶媒等を内包する設備から有機
溶媒等が漏えいした場合については，漏えい検知装置により漏えいを検知
し，スチームジェットポンプ，ポンプ又は重力流により移送することに
よって，漏えいした有機溶媒等が拡大することを防止する設計とする。

設置要求
機能要求①

施設共通　基本設計方針
(油等内包設備 漏えい拡大防止対策)

設計方針(発生防止)

57

　油等内包設備の火災又は爆発により，火災及び爆発の影響を受けるおそ
れのある火災防護上重要な機器等の安全機能及び重大事故等対処施設の重
大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう耐火壁，隔壁の設
置又は離隔による配置上の考慮を行う設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(油等内包設備 配置上の考慮)

設計方針(発生防止)

58
　油等内包設備を設置する火災区域又は火災区画は，機械換気又は自然換
気を行う設計とする。

機能要求①
換気設備(建屋換気設備)
施設共通　基本設計方針
(自然換気)

設計方針(発生防止)

59 　発火性物質又は引火性物質を貯蔵する機器は，運転に必要な量に留めて
貯蔵する設計とする。

設置要求
運用要求

施設共通　基本設計方針
(発火性物質又は引火性物質の貯蔵)
施設共通　基本設計方針

設計方針(発生防止)
基本方針(火災防護計
画)

60
　水素又はプロパンを内包する設備(以下「可燃性ガス内包設備」とい
う。)は，溶接構造等により，可燃性ガスの漏えいを防止することで防爆
の対策を行う設計とする。

設置要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(可燃性ガス内包設備 漏えい防止対策)

設計方針(発生防止)

61

　可燃性ガス内包設備の火災又は爆発により，火災及び爆発の影響を受け
るおそれのある火災防護上重要な機器等の安全機能及び重大事故等対処施
設の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう耐火壁，隔
壁の設置又は離隔による配置上の考慮を行う設計とする。

設置要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(可燃性ガス内包設備 配置上の考慮)

設計方針(発生防止)

62
　火災及び爆発の発生防止における可燃性ガスに対する換気のため，可燃
性ガス内包設備を設置する火災区域又は火災区画は，機械換気を行う設計
とする。

機能要求①
基本方針
換気設備(建屋換気設備)

設計方針(発生防止)

63
　このうち，蓄電池を設置する火災区域は，機械換気を行うことにより，
水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。

機能要求①
運用要求

基本方針
換気設備(蓄電池室の換気設備)
施設共通　基本設計方針

設計方針(発生防止)
基本方針(火災防護計
画)

64

　火災及び爆発の発生防止における水素ガス漏えい検出は，蓄電池の上部
に水素漏えい検知器を設置し，水素の燃焼限界濃度である4vol％の4分の1
以下で中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室又は緊
急時対策建屋の建屋管理室に警報を発する設計とする。

設置要求
機能要求①

基本方針
施設共通　基本設計方針

設計方針(発生防止)

65
　通常の使用状態において水素が蓄電池外部へ放出されるおそれのある蓄
電池室には，原則として直流開閉装置やインバータを収納しない設計とす
る。

設置要求
運用要求

施設共通　基本設計方針
(蓄電池室の設計)
施設共通　基本設計方針

設計方針(発生防止)
基本方針(火災防護計
画)

66

　ただし，蓄電池が無停電電源装置等を設置している室と同じ室に収納す
る場合は，社団法人電池工業会「蓄電池室に関する設計指針」(SBA G
0603)に適合するよう，鋼板製筐体に収納し，水素ガス滞留を防止するた
め筐体内を機械換気により排気することで火災又は爆発を防止する設計と
する。

設置要求
機能要求①

基本方針
電気設備(蓄電池)
換気設備(蓄電池室の換気設備)

設計方針(発生防止)

67
　蓄電池室の換気設備が停止した場合には，中央制御室，使用済燃料の受
入れ施設及び貯蔵施設の制御室又は緊急時対策建屋の建屋管理室に警報を
発する設計とする。

機能要求①
基本方針
換気設備(蓄電池室の換気設備)

設計方針(発生防止)

68
　火災区域に設置する可燃性ガスを貯蔵する機器は，運転に必要な量に留
めて貯蔵する設計とする。

設置要求
運用要求

施設共通　基本設計方針
(可燃性ガスの貯蔵)
施設共通　基本設計方針

設計方針(発生防止)
基本方針(火災防護計
画)

69

　火災及び爆発の発生防止における防爆及び接地対策として，火災区域又
は火災区画に設置する発火性物質又は引火性物質を内包する設備は，溶接
構造の採用，機械換気等により，「電気設備に関する技術基準を定める省
令」第六十九条及び「工場電気設備防爆指針」で要求される爆発性雰囲気
とならない設計とするとともに，発火性物質又は引火性物質を内包する設
備からの万一の漏えいを考慮して，漏えいの可能性のある機器を設置する
室の電気接点を有する機器は，防爆構造とする設計とし，静電気の発生の
おそれのある機器は接地を施す設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(防爆対策)

設計方針(発生防止)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○

施設共通　基本設計方針
(油等内包設備漏えい拡大防止対策)
(北換気筒管理建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋，使用済燃
料輸送容器管理建屋，第１低レベル廃棄物貯蔵建
屋，第４低レベル廃棄物貯蔵建屋)

施設共通　基本設計方針
(油等内包設備漏えい拡大防止対策)
(前処理建屋，分離建屋，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋，非常用電源建屋，第１保管庫・貯
水所，第２保管庫・貯水所，高レベル廃液ガラス
固化建屋，精製建屋,低レベル廃液処理建屋,ﾊﾙ･ｴ
ﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建屋,制御建屋,分析建屋,出入管理建
屋,主排気筒管理建屋,緊急時対策建屋,ｳﾗﾝ脱硝建
屋,ｳﾗﾝ酸化物貯蔵建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯
蔵建屋,低レベル廃棄物貯蔵建屋，ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･
ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋)

－ － －

○

施設共通　基本設計方針
(油等内包設備配置上の考慮)
(北換気筒管理建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋，使用済燃
料輸送容器管理建屋，第１低レベル廃棄物貯蔵建
屋，第４低レベル廃棄物貯蔵建屋)

施設共通　基本設計方針
(油等内包設備配置上の考慮)
(前処理建屋，分離建屋，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋，非常用電源建屋，第１保管庫・貯
水所，第２保管庫・貯水所，高レベル廃液ガラス
固化建屋，精製建屋,低レベル廃液処理建屋,ﾊﾙ･ｴ
ﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建屋,制御建屋,分析建屋,出入管理建
屋,主排気筒管理建屋,緊急時対策建屋,ｳﾗﾝ脱硝建
屋,ｳﾗﾝ酸化物貯蔵建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ合酸化物貯蔵
建屋,低レベル廃棄物貯蔵建屋，ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅ
ﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋)

－ － －

○

換気設備(建屋換気設備)
(北換気筒管理建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
使用済燃料輸送容器管理建屋
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋)
施設共通　基本設計方針
(自然換気)

換気設備(建屋換気設備)
(前処理建屋,分離建屋,ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋,非常用電源建屋,第１保管庫・貯水
所,第２保管庫・貯水所,精製建屋,低レベル廃液
処理建屋,ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建屋,制御建屋,分析建
屋,出入管理建屋,主排気筒管理建屋,緊急時対策
建屋,ウラン脱硝建屋,ｳﾗﾝ酸化物貯蔵建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟ
ﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋,高レベル廃液ガラス固
化建屋,低レベル廃棄物貯蔵建屋,ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰ
ﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋)
施設共通　基本設計方針
(自然換気)

－ － －

○

施設共通　基本設計方針
(発火性物質又は引火性物質の貯蔵)
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)
施設共通　基本設計方針

施設共通　基本設計方針
(発火性物質又は引火性物質の貯蔵)
(分離建屋,精製建屋,非常用電源建屋,緊急時対策
建屋)
施設共通　基本設計方針

－ － －

○ －

施設共通　基本設計方針
(可燃性ガス内包設備漏えい防止対策
(還元ガス供給系
安全蒸気系
ウラン精製設備))

－ － －

○ －

施設共通　基本設計方針
(可燃性ガス内包設備 配置上の考慮
(前処理建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン精製設備))

－ － －

○ －

換気設備(建屋換気)
(前処理建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
精製建屋)

－

○

換気設備(蓄電池室の換気設備)
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料輸送容器管理建屋)
施設共通　基本設計方針

換気設備(蓄電池室の換気設備)
(前処理建屋,分離建屋,ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋,非常用電源建屋,高レベル廃液ガラス
固化建屋,精製建屋,低レベル廃液処理建屋,ﾊﾙ･ｴﾝ
ﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建屋,制御建屋,出入管理建屋,緊急時
対策建屋,ウラン脱硝建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化
物貯蔵建屋,低レベル廃棄物貯蔵建屋,ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸ
ｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋)
施設共通　基本設計方針

－ － －

○
施設共通　基本設計方針
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料輸送容器管理建屋)

施設共通　基本設計方針
(前処理建屋,分離建屋,ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋,非常用電源建屋,高レベル廃液ガラス
固化建屋,精製建屋,低レベル廃液処理建屋,ﾊﾙ･ｴﾝ
ﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建屋,制御建屋,出入管理建屋,緊急時
対策建屋,ウラン脱硝建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化
物貯蔵建屋,低レベル廃棄物貯蔵建屋,ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸ
ｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋)

－ － －

○

施設共通　基本設計方針
(蓄電池室の設計)
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料輸送容器管理建屋)

施設共通　基本設計方針
(蓄電池室の設計)
(前処理建屋,分離建屋,ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋,非常用電源建屋,高レベル廃液ガラス
固化建屋,精製建屋,低レベル廃液処理建屋,ﾊﾙ･ｴﾝ
ﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建屋,制御建屋,出入管理建屋,緊急時
対策建屋,ウラン脱硝建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化
物貯蔵建屋,低レベル廃棄物貯蔵建屋,ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸ
ｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋)

－ － －

○

電気設備(蓄電池)
換気設備(蓄電池室の換気設備)
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料輸送容器管理建屋)

電気設備(蓄電池)
換気設備(蓄電池室の換気設備)
(前処理建屋,分離建屋,ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋,非常用電源建屋,高レベル廃液ガラス
固化建屋,精製建屋,低レベル廃液処理建屋,ﾊﾙ･ｴﾝ
ﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建屋,制御建屋,出入管理建屋,緊急時
対策建屋,ウラン脱硝建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化
物貯蔵建屋,低レベル廃棄物貯蔵建屋,ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸ
ｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋)

－ － －

○
換気設備(蓄電池室の換気設備)
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

換気設備(蓄電池室の換気設備)
(制御建屋
緊急時対策建屋)

－ － －

○ －
施設共通　基本設計方針
(可燃性ガスの貯蔵)
施設共通　基本設計方針

－ － －

○ －
施設共通　基本設計方針
(防爆対策)

－ － －
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4. 火災及び爆発の発生防止
  4.2 再処理施設の火災及び爆発の発生防止につ
いて
 
8.火災防護計画

【4.2 再処理施設の火災及び爆発の発生防止】
【4.2(1)発火性物質又は引火性物質に対する火災
の発生防止対策 ａ．潤滑油，燃料油，有機溶媒
等又は硝酸ヒドラジンを内包する設備に対する火
災及び爆発の発生防止対策】
○潤滑油，燃料油，有機溶媒等又は硝酸ヒドラジ
ンを内包する設備に対する火災及び爆発の発生防
止対策
・潤滑油，燃料油，有機溶媒等又は硝酸ヒドラジ
ンを内包する機器は，溶接構造及びシール構造に
より漏えいの発生防止，及び堰やオイルパン等に
よる拡大防止対策を講ずる設計とする。
・油等内包設備は，耐火壁，隔壁の設置又は離隔
による配置上の考慮を行う講ずる設計とする。
・機器運転時の温度よりも高い引火点の潤滑油，
燃料油又は有機溶媒等を使用する設計とすること
により，潤滑油，燃料油又は有機溶媒等の防爆対
策は不要とする設計とする。
・潤滑油，燃料油，有機溶媒等又は硝酸ヒドラジ
ンは一定時間の外部電源喪失に対して発電機を連
続運転するために必要な量を貯蔵する設計とす
る。有機溶媒等は処理運転に必要な量のみを貯蔵
することを火災防護計画に定める。
・油等内包設備を設置する火災区域は自然換気又
は機械換気を設ける設計とする。また，放射性物
質を含む設備は，塔槽類廃ガス処理設備等に接続
し，機械換気を行う設計とする。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
④その他の再処理施設に対する火災防護対策
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4. 火災及び爆発の発生防止
  4.2 再処理施設の火災及び爆発の発生防止につ
いて
 
8.火災防護計画

【4.2(1)発火性物質又は引火性物質に対する火災
の発生防止対策  b.可燃性ガスを内包する設備に
対する火災及び爆発の発生防止対策】
○可燃性ガスを内包する設備に対する火災及び爆
発の発生防止対策
①可燃性ガスの漏えい及び拡大防止対策
　水素等を内包する設備(以下「可燃性ガス内包
設備」という。)は，溶接構造等により可燃性ガ
スの漏えいを防止する。
②水素の漏えい検出
　蓄電池の上部に水素漏えい検知器を設置し，水
素の燃焼限界濃度である4vol％の1/4以下で中央
制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の
制御室又は緊急時対策建屋の建屋管理室に警報を
発する設計とする。
③可燃性ガス内包設備の配置上の考慮
  可燃性ガス内包設備について火災防護上重要な
機器等に対する配置上の考慮について示す。
④可燃性ガス内包設備がある火災区域又は火災区
画の換気
　可燃性ガス内包設備がある火災区域又は火災区
画は，換気設備により換気を行う設計とする。換
気設備が停止した場合は，制御室等に警報を発報
する設計とする。
　通常の使用状態において水素が蓄電池外部へ放
出されるおそれのある蓄電池室には，原則として
直流開閉装置やインバータを収納しない設計とす
る。
⑤可燃性ガス内包設備を設置する火災区域又は火
災区画の防爆対策
　可燃性ガスを使用する電気接点を有する機器
は，防爆構造とする。また，静電気の発生のおそ
れのある機器は接地を施す設計とする。
⑥可燃性ガスの貯蔵
　貯蔵量を運転に必要な量に留める設計とする。
【4.2(5)放射線分解等により発生する水素の蓄積
防止対策】
充電時の蓄電池から発生する水素の蓄積防止再作
を行う設計とする。
【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
④その他の再処理施設に対する火災防護対策
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

70
　火災及び爆発の発生防止のため，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉を取り
扱う設備を設置する火災区域には静電気が溜まるおそれがある設備を設置
しない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針(火災防護計
画)

【4.2(2)可燃性の蒸気又は可燃性の微粉の対策】
【静電気の滞留防止】
「工場電気設備防爆指針」に記載されるような金
属粉や布による研磨機のように静電気が溜まるお
それがある設備を設置しないことを火災防護計画
に定め管理する。
【8．火災防護計画】

○ 施設共通　基本設計方針 －

【4.2(2)可燃性の蒸気又は可燃性の微粉の対策】
　基本設計方針と同様の記載とし，該当する設備
が申請される回次で詳細を展開する。

71

　火災及び爆発の発生防止のため，火災区域における現場作業において，
可燃性の蒸気が滞留しないように建屋の送風機及び排風機による機械換気
により滞留を防止する設計とする。また，火災区域における現場作業にお
いて，有機溶剤を使用する場合は必要量以上持ち込まない運用とし，可燃
性の蒸気が滞留するおそれがある場合は，換気，通風又は拡散の措置を行
うことを保安規定に定めて，管理する。　 

機能要求①
運用要求

換気設備(建屋換気設備)
施設共通　基本設計方針

基本方針(火災防護計
画)
設計方針(発生防止)

【4.2(2)可燃性の蒸気又は可燃性の微粉の対策】
【有機溶剤の滞留防止】
火災区域における必要量以上持ち込まない運用と
する。
作業場所において，換気，通風，拡散の措置を行
うとともに，建屋の送風機及び排風機による機械
換気により滞留を防止する設計とする。

【8．火災防護計画】 ○ 施設共通　基本設計方針 －

【4.2(2)可燃性の蒸気又は可燃性の微粉の対策】
【有機溶剤の滞留防止】
火災区域における必要量以上持ち込まない運用と
する。
作業場所において，換気，通風，拡散の措置を行
うとともに，建屋の送風機及び排風機による機械
換気により滞留を防止する設計とする。

【8．火災防護計画】

72

　火災及び爆発の発生防止のため，発火源への対策として火花の発生を伴
う設備は，水中で取り扱うことにより発生する火花が発火源となることを
防止する設計又は火花の発生を伴う設備の周辺に可燃性物質を保管しない
こと及び複数のカメラで機器の周囲を監視することを保安規定に定めて，
管理する。

設置要求
運用要求

基本方針
高レベル廃液ガラス固化設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系
施設共通　基本設計方針

設計方針(発生防止)
基本方針(火災防護計
画)

○
基本方針
施設共通　基本設計方針

－

73

　また，高温となる設備は，高温部を保温材若しくは耐火材で覆うことに
より，可燃性物質との接触を防止する設計又は計測制御系統施設による温
度パラメータを監視し，加熱の停止等を行うことにより可燃性物質の加熱
を防止する設計とする。

設置要求
機能要求①

基本方針
高レベル廃液ガラス固化設備
ウラン脱硝系
焙焼・還元系

設計方針(発生防止) ○ 基本方針 －

74
　放射性廃棄物の廃棄施設は，火災の発生防止を考慮し，放射性物質より
発生する崩壊熱を冷却水又は空気で除去する設計とする。

評価要求
施設共通　基本設計方針
(冷却水設備 安全冷却水系
ガラス固化体貯蔵設備)

設計方針(発生防止) ○
施設共通　基本設計方針
(冷却水設備 安全冷却水系)

－

75
　また，放射性物質を含んだ廃樹脂及び廃スラッジは，廃樹脂貯槽に貯蔵
する設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針
設計方針(発生防止)
基本方針(火災防護計
画)

○ 施設共通　基本設計方針 －

76
　さらに，放射性物質を含んだフィルタ類及びその他の雑固体は，処理を
行うまでの間，金属製容器に封入し，保管する設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針
設計方針(発生防止)
基本方針(火災防護計
画)

○ 施設共通　基本設計方針 －

77

　火災及び爆発の発生防止のため，電気系統は，機器の損壊，故障及びそ
の他の異常を検知した場合には，遮断器により故障箇所を隔離することに
より，故障の影響を局所化するとともに，他の安全機能への影響を限定で
きる設計とする。

機能要求①
施設共通　基本設計方針
(遮断器)

設計方針(発生防止)

【4.2(4)過電流による過熱防止対策】
・電気系統は，機器の損壊，故障及びその他の異
常を検知した場合は，遮断器により故障箇所を隔
離することにより，故障の影響を局所化できると
ともに，他の安全機能への影響を限定できる設計
とする。

○
施設共通　基本設計方針
(遮断器)

－

【4.2(4)過電流による過熱防止対策】
・電気系統は，機器の損壊，故障及びその他の異
常を検知した場合は，遮断器により故障箇所を隔
離することにより，故障の影響を局所化できると
ともに，他の安全機能への影響を限定できる設計
とする。

78 　電気室は，電源供給のみに使用する設計とする。 運用要求 施設共通　基本設計方針
設計方針(発生防止)
基本方針(火災防護計
画)

【4.2(6)火災及び爆発の発生防止に係る個別留意
事項】
・電気室は，電源供給のみに使用する設計とす
る。
【8．火災防護計画】

○ 施設共通　基本設計方針 －

【4.2(6)火災及び爆発の発生防止に係る個別留意
事項】
　基本設計方針と同様の記載とし，該当する設備
が申請される回次で詳細を展開する。

【4.2(3)発火源への対策】
　基本設計方針と同様の記載とし，該当する設備
が申請される回次で詳細を展開する。

【8．火災防護計画】

【4.2(3)発火源への対策】
○可燃性微粉への対策
・火花の発生を伴う設備は，カメラによる監視及
び可燃性物質を近傍へ保管しない設計とする。
・第1，2チャンネルボックス切断装置は，溶断式
のため，水中で切断する設計とする。
○高温となる設備
・高温となる設備は，高温部を保温材又は耐火材
で覆うことで温度上昇を防止する設計とする。
・脱硝装置，焙焼炉，還元炉については，温度が
890℃を超えた場合，ヒータを自動で停止する。

【8．火災防護計画】

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

4. 火災及び爆発の発生防止
  4.2 再処理施設の火災及び爆発の発生防止につ
いて
 
8.火災防護計画

【4.2(6)火災及び爆発の発生防止に係る個別留意
事項】
・崩壊熱除去による火災等の発生防止を図る設計
とする。
・放射性物質を含んだフィルタ類及びその他の雑
固体は，処理を行うまでの間，金属製容器に封入
し，保管する。

【8．火災防護計画】

【4.2(6)火災及び爆発の発生防止に係る個別留意
事項】
　基本設計方針と同様の記載とし，該当する設備
が申請される回次で詳細を展開する。

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

4. 火災及び爆発の発生防止
  4.2 再処理施設の火災及び爆発の発生防止につ
いて
 
8.火災防護計画
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

70
　火災及び爆発の発生防止のため，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉を取り
扱う設備を設置する火災区域には静電気が溜まるおそれがある設備を設置
しない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針(火災防護計
画)

71

　火災及び爆発の発生防止のため，火災区域における現場作業において，
可燃性の蒸気が滞留しないように建屋の送風機及び排風機による機械換気
により滞留を防止する設計とする。また，火災区域における現場作業にお
いて，有機溶剤を使用する場合は必要量以上持ち込まない運用とし，可燃
性の蒸気が滞留するおそれがある場合は，換気，通風又は拡散の措置を行
うことを保安規定に定めて，管理する。　 

機能要求①
運用要求

換気設備(建屋換気設備)
施設共通　基本設計方針

基本方針(火災防護計
画)
設計方針(発生防止)

72

　火災及び爆発の発生防止のため，発火源への対策として火花の発生を伴
う設備は，水中で取り扱うことにより発生する火花が発火源となることを
防止する設計又は火花の発生を伴う設備の周辺に可燃性物質を保管しない
こと及び複数のカメラで機器の周囲を監視することを保安規定に定めて，
管理する。

設置要求
運用要求

基本方針
高レベル廃液ガラス固化設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系
施設共通　基本設計方針

設計方針(発生防止)
基本方針(火災防護計
画)

73

　また，高温となる設備は，高温部を保温材若しくは耐火材で覆うことに
より，可燃性物質との接触を防止する設計又は計測制御系統施設による温
度パラメータを監視し，加熱の停止等を行うことにより可燃性物質の加熱
を防止する設計とする。

設置要求
機能要求①

基本方針
高レベル廃液ガラス固化設備
ウラン脱硝系
焙焼・還元系

設計方針(発生防止)

74
　放射性廃棄物の廃棄施設は，火災の発生防止を考慮し，放射性物質より
発生する崩壊熱を冷却水又は空気で除去する設計とする。

評価要求
施設共通　基本設計方針
(冷却水設備 安全冷却水系
ガラス固化体貯蔵設備)

設計方針(発生防止)

75
　また，放射性物質を含んだ廃樹脂及び廃スラッジは，廃樹脂貯槽に貯蔵
する設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針
設計方針(発生防止)
基本方針(火災防護計
画)

76
　さらに，放射性物質を含んだフィルタ類及びその他の雑固体は，処理を
行うまでの間，金属製容器に封入し，保管する設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針
設計方針(発生防止)
基本方針(火災防護計
画)

77

　火災及び爆発の発生防止のため，電気系統は，機器の損壊，故障及びそ
の他の異常を検知した場合には，遮断器により故障箇所を隔離することに
より，故障の影響を局所化するとともに，他の安全機能への影響を限定で
きる設計とする。

機能要求①
施設共通　基本設計方針
(遮断器)

設計方針(発生防止)

78 　電気室は，電源供給のみに使用する設計とする。 運用要求 施設共通　基本設計方針
設計方針(発生防止)
基本方針(火災防護計
画)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 － － －

【4.2(2)可燃性の蒸気又は可燃性の微粉の対策】
【静電気の滞留防止】
「工場電気設備防爆指針」に記載されるような金
属粉や布による研磨機のように静電気が溜まるお
それがある設備を設置しないことを火災防護計画
に定め管理する。

○

換気設備(建屋換気設備)
(北換気筒管理建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
使用済燃料輸送容器管理建屋
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋)
施設共通　基本設計方針

換気設備(建屋換気設備)
(前処理建屋,分離建屋,ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋,非常用電源建屋,第１保管庫・貯水
所,第２保管庫・貯水所,高レベル廃液ガラス固化
建屋,精製建屋,低レベル廃液処理建屋,ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞ
ﾋﾟｰｽ貯蔵建屋,制御建屋,分析建屋,出入管理建屋,
主排気筒管理建屋,緊急時対策建屋,ウラン脱硝建
屋
ｳﾗﾝ酸化物貯蔵建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵
建屋,低レベル廃棄物貯蔵建屋,ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅ
ﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋)
施設共通　基本設計方針

－ － －

【4.2(2)可燃性の蒸気又は可燃性の微粉の対策】
【有機溶剤の滞留防止】
火災区域における必要量以上持ち込まない運用と
する。
作業場所において，換気，通風，拡散の措置を行
うとともに，建屋の送風機及び排風機による機械
換気により滞留を防止する設計とする。

【8．火災防護計画】

○
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系
施設共通　基本設計方針

高レベル廃液ガラス固化設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系
施設共通　基本設計方針

－ － －

○ －
高レベル廃液ガラス固化設備
焙焼・還元系
廃溶媒処理系

－ － －

○
施設共通　基本設計方針
(冷却水設備 安全冷却水系)

施設共通　基本設計方針
(冷却水設備 安全冷却水系
ガラス固化体貯蔵設備)

－ － －

○ 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 － － －

○ 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 － － －

○

施設共通　基本設計方針
(遮断器(北換気筒管理建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
使用済燃料輸送容器管理建屋
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋))

施設共通　基本設計方針
(遮断器(前処理建屋,分離建屋,ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋,非常用電源建屋,第１保管庫・
貯水所,第２保管庫・貯水所,高レベル廃液ガラス
固化建屋,精製建屋,低レベル廃液処理建屋,ﾊﾙ･ｴﾝ
ﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建屋
制御建屋,分析建屋,出入管理建屋,主排気筒管理
建屋,緊急時対策建屋,ウラン脱硝建屋,ｳﾗﾝ酸化物
貯蔵建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋,低レ
ベル廃棄物貯蔵建屋,ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ
処理建屋))

－ － －

【4.2(4)過電流による過熱防止対策】
・電気系統は，機器の損壊，故障及びその他の異
常を検知した場合は，遮断器により故障箇所を隔
離することにより，故障の影響を局所化できると
ともに，他の安全機能への影響を限定できる設計
とする。

○ 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 － － －

【4.2(6)火災及び爆発の発生防止に係る個別留意
事項】
・電気室は，電源供給のみに使用する設計とす
る。
【8．火災防護計画】

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

4. 火災及び爆発の発生防止
  4.2 再処理施設の火災及び爆発の発生防止につ
いて
 
8.火災防護計画

【4.2(6)火災及び爆発の発生防止に係る個別留意
事項】
・崩壊熱除去による火災等の発生防止を図る設計
とする。
・放射性物質を含んだフィルタ類及びその他の雑
固体は，処理を行うまでの間，金属製容器に封入
し，保管する。

【4.2(3)発火源への対策】
○可燃性微粉への対策
・火花の発生を伴う設備は，カメラによる監視及
び可燃性物質を近傍へ保管しない設計とする。
・第1，2チャンネルボックス切断装置は，溶断式
のため，水中で切断する設計とする。
○高温となる設備
・高温となる設備は，高温部を保温材又は耐火材
で覆うことで温度上昇を防止する設計とする。
・脱硝装置，焙焼炉，還元炉については，温度が
890℃を超えた場合，ヒータを自動で停止する。

【8．火災防護計画】
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説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

79

5.2.3 不燃性材料又は難燃性材料の使用
　火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設は，可能な限り不燃性
材料又は難燃性材料を使用する設計とし，不燃性材料又は難燃性材料の使
用が技術上困難な場合は，不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を
有するもの(以下「代替材料」という。)を使用する設計若しくは代替材料
の使用が技術上困難な場合は，当該機器等における火災及び爆発に起因し
て，他の火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設において火災及
び爆発が発生することを防止するための措置を講ずる設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針
設計方針(不燃性材料又
は難燃性材料の使用)

○ 基本方針 －

80
　火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設のうち，機器，配管，
ダクト，ケーブルトレイ，電線管及び盤の筐体並びにこれらの支持構造物
の主要な構造材は，金属材料又はコンクリートを使用する設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(主要な構造材に対する不燃性材料の使用)

設計方針(不燃性材料又
は難燃性材料の使用)

○
施設共通　基本設計方針
((主要な構造材に対する不燃性材料の使用)安全
冷却水冷却塔，配管)

－

81

　また，放射性物質を内包する機器を収納するグローブボックス等のう
ち，非密封で放射性物質を取り扱うグローブボックス等で，閉じ込め機能
を喪失することで再処理施設の安全性を損なうおそれのあるものについて
は，不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とする。

設置要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(グローブボックス及びセルパネル(非密封で放射
性物質を取扱う))

設計方針(不燃性材料又
は難燃性材料の使用)

○ 基本方針 －

82

　グローブボックスのパネルに可燃性材料を使用する場合は，火災による
パネルの損傷を考慮しても閉じ込め機能 を損なわないよう，パネル外表
面に難燃性材料を設置することで，難燃性パネルと同等以上の難燃性能を
有する設計とし，その難燃性能をUL94 垂直燃焼試験及びJIS酸素指数試験
における燃焼試験により確認したものを使用する設計とする。

設置要求
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(グローブボックス(パネルに可燃性材料を使用))

設計方針(不燃性材料又
は難燃性材料の使用)
評価方法(不燃性材料又
は難燃性材料の使用)
評価(不燃性材料又は難
燃性材料の使用)

○ 基本方針 －

83
　ただし，配管等のパッキン類は，その機能を確保するために必要な代替
材料の使用が技術上困難であるため，金属で覆われた狭隘部に設置し直接
火炎に晒されることのない設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(パッキン類に対する金属で覆われた狭隘への設
置)

設計方針(不燃性材料又
は難燃性材料の使用)

○
施設共通　基本設計方針
(パッキン類に対する金属で覆われた狭隘への設
置)

－

84

　また，金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油並びに金属に覆わ
れた機器内部のケーブルは，発火した場合でも他の火災防護上重要な機器
等及び重大事故等対処施設に延焼しないことから，不燃性材料又は難燃性
材料ではない材料を使用する設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油
並びに金属に覆われた機器内部のケーブル)

設計方針(不燃性材料又
は難燃性材料の使用)

○
施設共通　基本設計方針
(金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油
並びに金属に覆われた機器内部のケーブル)

－

85
　火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に対する保温材は，平
成12年建設省告示第1400号に定められたもの又は建築基準法で不燃性材料
として定められたものを使用する設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(保温材に対する不燃性材料の使用)

設計方針(不燃性材料又
は難燃性材料の使用)

○
施設共通　基本設計方針
(保温材に対する不燃性材料の使用)

－

86

　火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する建屋の建屋
内装材は，建築基準法に基づく不燃性材料若しくはこれと同等の性能を有
することを試験により確認した材料又は消防法に基づく防炎物品若しくは
これと同等の性能を有することを試験により確認した材料を使用する設計
とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(建屋内装材の不燃性材料の使用)

設計方針(不燃性材料又
は難燃性材料の使用)

○
施設共通　基本設計方針

(建屋内装材の不燃性材料の使用)
－
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2. 火災防護の基本方針
　2.1 火災及び爆発の発生防止

4.3 不燃性材料又は難燃性材料の使用

【4.3 不燃性材料又は難燃性材料の使用】
【(1)不燃性材料又は難燃性材料の使用　a.主要
な構造材】
a.主要な構造材
機器，配管，ダクト，トレイ，電線管，盤の筐体
及びこれらの支持構造物の主要な構造材は，火災
及び爆発の発生防止を考慮し，以下のいずれかを
満たす不燃性材料を使用する設計とする。
(a) 建築基準法に基づき認定を受けた不燃性材料
(b) ステンレス鋼，低合金鋼，炭素鋼等の不燃性
である金属材料

【b.保温材】
保温材は，以下のいずれかを満たす不燃性材料を
使用する設計とする。
　(a) 平成12年建設省告示第1400号に定められた
不燃性材料
　(b) 建築基準法に基づき認定を受けた不燃性材
料

【c.建屋内装材】
建屋の内装材は，以下の(a)項を満たす不燃性材
料を使用する設計とし，中央制御室等のカーペッ
トは，以下の(b)項を満たす防炎物品を使用する
設計とする。
　(a) 建築基準法に基づき認定を受けた不燃性材
料
　(b) 消防法に基づき認定を受けた防炎物品

【g.グローブボックス】
非密封で放射性物質を取り扱うグローブボックス
等で，万一の火災時に閉じ込め機能を損なうおそ
れのあるものについては，不燃性材料又は難燃性
材料を使用する設計する。

【(2)不燃性材料又は難燃性材料を使用できない
場合の代替材料の使用】
a.保温材
b.建屋内装材
不燃性材料が使用できない場合は，条件を満たす
代替材料を使用する設計とする。

【(3)不燃性材料又は難燃性材料でないものを使
用】
①主要な構造材
パッキンは金属で覆われた狭隘部に設置し直接火
炎に晒されることなく，火災による安全機能への
影響は限定的であり，延焼するおそれはない。ま
た，金属材料内部の潤滑油およびケーブルは他の
安重機器等に延焼しない。
②建屋内装材
難燃性材料と同等の性能であることを試験により
確認したコーティング剤を塗布することで，火災
が発生することを防止するための措置を講じる設
計とする。
④グローブボックス
難燃性材料であるパネルをグローブボックスのパ
ネル外表面に設置することにより，難燃性パネル
と同等以上の難燃性能を有することについて，燃
焼試験により確認した材料を使用する設計とす
る。

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災防護の基本方針
　2.1 火災及び爆発の発生防止

4.3 不燃性材料又は難燃性材料の使用

【4.3 不燃性材料又は難燃性材料の使用】
【(1)不燃性材料又は難燃性材料の使用　a.主要
な構造材】
a.主要な構造材
機器，配管，ダクト，トレイ，電線管，盤の筐体
及びこれらの支持構造物の主要な構造材は，火災
及び爆発の発生防止を考慮し，以下のいずれかを
満たす不燃性材料を使用する設計とする。
(a) 建築基準法に基づき認定を受けた不燃性材料
(b) ステンレス鋼，低合金鋼，炭素鋼等の不燃性
である金属材料

【b.保温材】
保温材は，以下のいずれかを満たす不燃性材料を
使用する設計とする。
　(a) 平成12年建設省告示第1400号に定められた
不燃性材料
　(b) 建築基準法に基づき認定を受けた不燃性材
料

【c.建屋内装材】
建屋の内装材は，以下の(a)項を満たす不燃性材
料を使用する設計とし，中央制御室等のカーペッ
トは，以下の(b)項を満たす防炎物品を使用する
設計とする。
　(a) 建築基準法に基づき認定を受けた不燃性材
料
　(b) 消防法に基づき認定を受けた防炎物品

【g.グローブボックス】
非密封で放射性物質を取り扱うグローブボックス
等で，万一の火災時に閉じ込め機能を損なうおそ
れのあるものについては，不燃性材料又は難燃性
材料を使用する設計する。

【(2)不燃性材料又は難燃性材料を使用できない
場合の代替材料の使用】
a.保温材
b.建屋内装材
不燃性材料が使用できない場合は，条件を満たす
代替材料を使用する設計とする。

【(3)不燃性材料又は難燃性材料でないものを使
用】
①主要な構造材
パッキンは金属で覆われた狭隘部に設置し直接火
炎に晒されることなく，火災による安全機能への
影響は限定的であり，延焼するおそれはない。ま
た，金属材料内部の潤滑油およびケーブルは他の
安重機器等に延焼しない。
②建屋内装材
難燃性材料と同等の性能であることを試験により
確認したコーティング剤を塗布することで，火災
が発生することを防止するための措置を講じる設
計とする。
④グローブボックス
難燃性材料であるパネルをグローブボックスのパ
ネル外表面に設置することにより，難燃性パネル
と同等以上の難燃性能を有することについて，燃
焼試験により確認した材料を使用する設計とす
る。
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番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

79

5.2.3 不燃性材料又は難燃性材料の使用
　火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設は，可能な限り不燃性
材料又は難燃性材料を使用する設計とし，不燃性材料又は難燃性材料の使
用が技術上困難な場合は，不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を
有するもの(以下「代替材料」という。)を使用する設計若しくは代替材料
の使用が技術上困難な場合は，当該機器等における火災及び爆発に起因し
て，他の火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設において火災及
び爆発が発生することを防止するための措置を講ずる設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針
設計方針(不燃性材料又
は難燃性材料の使用)

80
　火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設のうち，機器，配管，
ダクト，ケーブルトレイ，電線管及び盤の筐体並びにこれらの支持構造物
の主要な構造材は，金属材料又はコンクリートを使用する設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(主要な構造材に対する不燃性材料の使用)

設計方針(不燃性材料又
は難燃性材料の使用)

81

　また，放射性物質を内包する機器を収納するグローブボックス等のう
ち，非密封で放射性物質を取り扱うグローブボックス等で，閉じ込め機能
を喪失することで再処理施設の安全性を損なうおそれのあるものについて
は，不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とする。

設置要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(グローブボックス及びセルパネル(非密封で放射
性物質を取扱う))

設計方針(不燃性材料又
は難燃性材料の使用)

82

　グローブボックスのパネルに可燃性材料を使用する場合は，火災による
パネルの損傷を考慮しても閉じ込め機能 を損なわないよう，パネル外表
面に難燃性材料を設置することで，難燃性パネルと同等以上の難燃性能を
有する設計とし，その難燃性能をUL94 垂直燃焼試験及びJIS酸素指数試験
における燃焼試験により確認したものを使用する設計とする。

設置要求
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(グローブボックス(パネルに可燃性材料を使用))

設計方針(不燃性材料又
は難燃性材料の使用)
評価方法(不燃性材料又
は難燃性材料の使用)
評価(不燃性材料又は難
燃性材料の使用)

83
　ただし，配管等のパッキン類は，その機能を確保するために必要な代替
材料の使用が技術上困難であるため，金属で覆われた狭隘部に設置し直接
火炎に晒されることのない設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(パッキン類に対する金属で覆われた狭隘への設
置)

設計方針(不燃性材料又
は難燃性材料の使用)

84

　また，金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油並びに金属に覆わ
れた機器内部のケーブルは，発火した場合でも他の火災防護上重要な機器
等及び重大事故等対処施設に延焼しないことから，不燃性材料又は難燃性
材料ではない材料を使用する設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油
並びに金属に覆われた機器内部のケーブル)

設計方針(不燃性材料又
は難燃性材料の使用)

85
　火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に対する保温材は，平
成12年建設省告示第1400号に定められたもの又は建築基準法で不燃性材料
として定められたものを使用する設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(保温材に対する不燃性材料の使用)

設計方針(不燃性材料又
は難燃性材料の使用)

86

　火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する建屋の建屋
内装材は，建築基準法に基づく不燃性材料若しくはこれと同等の性能を有
することを試験により確認した材料又は消防法に基づく防炎物品若しくは
これと同等の性能を有することを試験により確認した材料を使用する設計
とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(建屋内装材の不燃性材料の使用)

設計方針(不燃性材料又
は難燃性材料の使用)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ 基本方針 基本方針 － － －

○

施設共通　基本設計方針
((主要な構造材に対する不燃性材料の使用)(北換
気筒管理建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
使用済燃料輸送容器管理建屋
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋
安全冷却水系冷却塔))

施設共通　基本設計方針
((主要な構造材に対する不燃性材料の使用)
前処理建屋,分離建屋,ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋,非常用電源建屋,第１保管庫・貯水所,
第２保管庫・貯水所,高レベル廃液ガラス固化建
屋,精製建屋,低レベル廃液処理建屋,ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ
貯蔵建屋,制御建屋,分析建屋,出入管理建屋,主排
気筒管理建屋,緊急時対策建屋,ウラン脱硝建屋,ｳ
ﾗﾝ酸化物貯蔵建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建
屋,低レベル廃棄物貯蔵建屋,ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙ
ﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋，安全冷却水冷却塔，冷却塔)

－ － －

○ －

施設共通　基本設計方針
(グローブボックス及びセルパネル(非密封で放射
性物質を取扱う))
(ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
精製建屋)

－ － －

○ －
グローブボックス(パネルに可燃性材料を使用)
(ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋)

－ － －

○

施設共通　基本設計方針
(パッキン類に対する金属で覆われた狭隘への設
置(北換気筒管理建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
使用済燃料輸送容器管理建屋
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋))

施設共通　基本設計方針
(パッキン類に対する金属で覆われた狭隘への設
置(前処理建屋,分離建屋,ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋,非常用電源建屋,第１保管庫・貯水
所,第２保管庫・貯水所,高レベル廃液ガラス固化
建屋,精製建屋,低レベル廃液処理建屋,ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞ
ﾋﾟｰｽ貯蔵建屋,制御建屋,分析建屋,出入管理建屋,
主排気筒管理建屋,緊急時対策建屋,ウラン脱硝建
屋,ｳﾗﾝ酸化物貯蔵建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯
蔵建屋,低レベル廃棄物貯蔵建屋,ｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅ
ﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋))

－ － －

○

施設共通　基本設計方針
(金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油
並びに金属に覆われた機器内部のケーブル)(北換
気筒管理建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
使用済燃料輸送容器管理建屋
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋))

施設共通　基本設計方針
(金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油
並びに金属に覆われた機器内部のケーブル)
(前処理建屋,分離建屋,ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋,非常用電源建屋,第１保管庫・貯水
所,第２保管庫・貯水所,高レベル廃液ガラス固化
建屋,精製建屋,低レベル廃液処理建屋,ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞ
ﾋﾟｰｽ貯蔵建屋,制御建屋,分析建屋,出入管理建屋,
主排気筒管理建屋,緊急時対策建屋,ウラン脱硝建
屋,ｳﾗﾝ酸化物貯蔵建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯
蔵建屋,低レベル廃棄物貯蔵建屋,ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰ
ﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋)

－ － －

○

施設共通　基本設計方針
(保温材に対する不燃性材料の使用
(北換気筒管理建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
使用済燃料輸送容器管理建屋
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋))

施設共通　基本設計方針
(保温材に対する不燃性材料の使用
(前処理建屋,分離建屋,ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋,非常用電源建屋,高レベル廃液ガラス
固化建屋,精製建屋,低レベル廃液処理建屋,ﾊﾙ･ｴﾝ
ﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建屋,制御建屋,分析建屋,出入管理建
屋,主排気筒管理建屋,緊急時対策建屋,ウラン脱
硝建屋,ｳﾗﾝ酸化物貯蔵建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化
物貯蔵建屋,低レベル廃棄物貯蔵建屋,ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸ
ｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋)

－ － －

○

施設共通　基本設計方針
(建屋内装材の不燃性材料の使用(北換気筒管理建
屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
使用済燃料輸送容器管理建屋
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋))

施設共通　基本設計方針
(建屋内装材の不燃性材料の使用
(前処理建屋,分離建屋,ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋,非常用電源建屋,第１保管庫・貯水
所,第２保管庫・貯水所,高レベル廃液ガラス固化
建屋,精製建屋,低レベル廃液処理建屋,ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞ
ﾋﾟｰｽ貯蔵建屋,制御建屋,分析建屋,出入管理建屋,
主排気筒管理建屋,緊急時対策建屋,ウラン脱硝建
屋
ｳﾗﾝ酸化物貯蔵建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵
建屋,ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋)

－ － －

【4.3 不燃性材料又は難燃性材料の使用】
【(1)不燃性材料又は難燃性材料の使用　a.主要
な構造材】
a.主要な構造材
機器，配管，ダクト，トレイ，電線管，盤の筐体
及びこれらの支持構造物の主要な構造材は，火災
及び爆発の発生防止を考慮し，以下のいずれかを
満たす不燃性材料を使用する設計とする。
(a) 建築基準法に基づき認定を受けた不燃性材料
(b) ステンレス鋼，低合金鋼，炭素鋼等の不燃性
である金属材料

【b.保温材】
保温材は，以下のいずれかを満たす不燃性材料を
使用する設計とする。
　(a) 平成12年建設省告示第1400号に定められた
不燃性材料
　(b) 建築基準法に基づき認定を受けた不燃性材
料

【c.建屋内装材】
建屋の内装材は，以下の(a)項を満たす不燃性材
料を使用する設計とし，中央制御室等のカーペッ
トは，以下の(b)項を満たす防炎物品を使用する
設計とする。
　(a) 建築基準法に基づき認定を受けた不燃性材
料
　(b) 消防法に基づき認定を受けた防炎物品

【g.グローブボックス】
非密封で放射性物質を取り扱うグローブボックス
等で，万一の火災時に閉じ込め機能を損なうおそ
れのあるものについては，不燃性材料又は難燃性
材料を使用する設計する。

【(2)不燃性材料又は難燃性材料を使用できない
場合の代替材料の使用】
a.保温材
b.建屋内装材
不燃性材料が使用できない場合は，条件を満たす
代替材料を使用する設計とする。

【(3)不燃性材料又は難燃性材料でないものを使
用】
①主要な構造材
パッキンは金属で覆われた狭隘部に設置し直接火
炎に晒されることなく，火災による安全機能への
影響は限定的であり，延焼するおそれはない。ま
た，金属材料内部の潤滑油およびケーブルは他の
安重機器等に延焼しない。
②建屋内装材
難燃性材料と同等の性能であることを試験により
確認したコーティング剤を塗布することで，火災
が発生することを防止するための措置を講じる設
計とする。
④グローブボックス
難燃性材料であるパネルをグローブボックスのパ
ネル外表面に設置することにより，難燃性パネル
と同等以上の難燃性能を有することについて，燃
焼試験により確認した材料を使用する設計とす
る。

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災防護の基本方針
　2.1 火災及び爆発の発生防止

4.3 不燃性材料又は難燃性材料の使用
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

87

　ただし，塗装は当該場所における環境条件を考慮したものとする。管理
区域の床及び壁は，耐汚染性，除染性，耐摩耗性等を考慮したコーティン
グ剤を不燃性材料であるコンクリート表面に塗布すること，加熱源を除去
した場合はその燃焼部が広がらないこと，建屋内に設置する火災防護上重
要な機器等及び重大事故等対処施設には不燃性材料又は難燃性材料を使用
し，周辺における可燃性物質を管理することから，難燃性材料を使用する
設計とする。

設置要求
運用要求

施設共通　基本設計方針
(建屋内装材の塗装(難燃性))

設計方針(不燃性材料又
は難燃性材料の使用)

○
施設共通　基本設計方針
(建屋内装材の塗装(難燃性))

－

88

　また，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並び
に緊急時対策建屋の対策本部室の床面は，消防法に基づく防炎物品又はこ
れと同等の性能を有することを試験により確認したカーペットを使用する
設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(カーペット(防炎物品))

設計方針(不燃性材料又
は難燃性材料の使用)

○
施設共通　基本設計方針
(カーペット(防炎物品))

－

89

　火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に使用するケーブルに
は，実証試験により延焼性(米国電気電子工学学会規格IEEE383又は
IEEE1202垂直トレイ燃焼試験)及び自己消火性(UL1581垂直燃焼試験)を確
認したケーブルを使用する設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施
設のケーブルに対する難燃性材料の使用)

設計方針(不燃性材料又
は難燃性材料の使用)

○
施設共通　基本設計方針
(火災防護上重要な機器等のケーブルに対する難
燃性材料の使用)

－

90

　ただし，機器等の性能上の理由から実証試験により延焼性及び自己消火
性が確認できないケーブルをやむを得ず使用する場合には，金属製の筐体
等に収納，延焼防止材により保護又は専用の電線管に敷設等の措置を講じ
た上で，難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性能があることを
実証試験により確認し，使用する設計とすることで，他の火災防護上重要
な機器等及び重大事故等対処施設において火災及び爆発が発生することを
防止する設計とする。

設置要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施
設の非難燃ケーブルへの措置)

設計方針(不燃性材料又
は難燃性材料の使用)

○ 基本方針 －

91

　火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設のうち，換気設備の
フィルタは，不燃性材料又は「JACA No.11A(空気清浄装置用ろ材燃焼性試
験方法指針(公益社団法人日本空気清浄協会))」により難燃性を満足する
難燃性材料を使用する設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(換気設備のフィルタに対する難燃性材料の使用)

設計方針(不燃性材料又
は難燃性材料の使用)

○
施設共通　基本設計方針
(換気設備のフィルタに対する難燃性材料の使用)

－

92
　火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設のうち，建屋内に設置
する変圧器及び遮断器は絶縁油を内包しない乾式を使用する設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(絶縁油を内包しない変圧器及び遮断器の使用)

設計方針(不燃性材料又
は難燃性材料の使用)

○
施設共通　基本設計方針
(絶縁油を内包しない変圧器及び遮断器の使用)

－

93

5.2.4 自然現象による火災及び爆発の発生防止
　再処理施設に対する自然現象として，地震，津波，落雷，風(台風)，竜
巻，凍結，高温，降水，積雪，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び
塩害を考慮する。

冒頭宣言 基本方針

基本方針
設計方針(自然現象によ
る火災及び爆発の発生
防止)

○ 基本方針 －

94

　火災防護上重要な機器等は，考慮する自然現象のうち，火災及び爆発を
発生させるおそれのある落雷及び地震について，これらの現象によって火
災及び爆発が発生しないように，以下のとおり火災防護対策を講ずる設計
とする。

冒頭宣言 基本方針

基本方針
設計方針(自然現象によ
る火災及び爆発の発生
防止)

○ 基本方針 －

95

　火災防護上重要な機器等に対して火災及び爆発を発生させるおそれのあ
る自然現象のうち，落雷による火災及び爆発の発生を防止するため，建築
基準法及び消防法に基づき，避雷設備を設置する設計とする。安全上重要
な施設は，建築基準法及び消防法の適用を受けないものであっても避雷設
備を設置する設計とし，各構築物に設置する避雷設備は，構内接地系と連
接することにより，接地抵抗の低減及び雷撃に伴う構内接地系の電位分布
の平坦化を図る設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(避雷設備,構内接地系(火災防護上重要な機器
等)）

設計方針(自然現象によ
る火災及び爆発の発生
防止)

○
施設共通　基本設計方針
(避雷設備,構内接地系(火災防護上重要な機器
等))

－

【2.1 火災及び爆発の発生防止】
〇自然現象による火災及び爆発の発生防止
・考慮する自然現象のうち，火災及び爆発を発生
させるおそれのある落雷，地震，竜巻(風(台風)
を含む。)及び森林火災について，これらの現象
によって火災及び爆発が発生しないように，火災
防護対策を講ずる設計とする。

【4.4 落雷，地震等の自然現象による火災及び爆
発の発生防止】
〇自然現象による火災及び爆発の発生防止
・考慮する自然現象のうち，火災及び爆発を発生
させるおそれのある落雷，地震，竜巻(風(台風)
を含む。)及び森林火災について，これらの現象
によって火災及び爆発が発生しないように，火災
防護対策を講ずる設計とする。
【4.4 (1)落雷による火災及び爆発の発生防止】
「原子力発電所の耐雷指針」(JEAG4608)，建築基
準法及び消防法に基づき，日本産業規格(JIS A
4201)に準拠した避雷設備を設置する設計とす
る。

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災防護の基本方針
　2.1 火災及び爆発の発生防止

4.3 不燃性材料又は難燃性材料の使用

【4.3 不燃性材料又は難燃性材料の使用】
【(1)不燃性材料又は難燃性材料の使用】
d.火災防護上重要な機器等に使用するケーブル
自己消火性(UL1581(Fourth Edition)1080VW-1UL
垂直燃焼試験)及び耐延焼性(米国電気電子工学学
会規格IEEE383-1974 又はIEEE1202-1991 垂直ト
レイ燃焼試験)を試験により確認できたものを使
用する設計とする。
e.換気設備のフィルタ
「JACA　No.11A(空気清浄装置用ろ材燃焼性試験
方法指針(公益社団法人日本空気清浄協会))」に
より難燃性を満足する難燃性材料を使用する設計
とする。

f.変圧器及び遮断器に対する絶縁油
建屋内に設置する変圧器及び遮断器は絶縁油を内
包していない以下の変圧器及び遮断器を使用する
設計とする。
(a) 乾式変圧器
(b) 真空遮断器，気中遮断器，ガス遮断器

【(2)不燃性材料又は難燃性材料を使用できない
場合の代替材料の使用】

②建屋内装材
建屋の内装材として不燃性材料が使用できない場
合は，以下の(a)項を満たす代替材料を使用する
設計とし，中央制御室等のカーペットは，以下の
(b)項を満たす代替材料を使用する設計とする。
　(a) 建築基準法に基づき認定を受けた不燃性材
料と同等の性能を有することを試験により確認し
た材料
　(b) 消防法に基づき認定を受けた防炎物品と同
等の性能を有することを試験により確認した材料

【(3)不燃性材料又は難燃性材料でないものを使
用】
②建屋内装材
難燃性材料と同等の性能であることを試験により
確認したコーティング剤を塗布することで，火災
が発生することを防止するための措置を講じる設
計とする。
③火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施
設に使用するケーブル
機器等の性能上の理由から上記が確認できない
ケーブルについては，難燃ケーブルと同等以上の
難燃性能があることを確認した上で使用する。ま
たは，金属製の筐体等に収納等の措置を講ずる。

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災防護の基本方針
　2.1 火災及び爆発の発生防止

4.3 不燃性材料又は難燃性材料の使用

【4.3 不燃性材料又は難燃性材料の使用】
【(1)不燃性材料又は難燃性材料の使用】
d.火災防護上重要な機器等に使用するケーブル
自己消火性(UL1581(Fourth Edition)1080VW-１UL
垂直燃焼試験)及び耐延焼性(米国電気電子工学学
会規格IEEE383-1974 又はIEEE1202-1991 垂直ト
レイ燃焼試験)を試験により確認できたものを使
用する設計とする。
e.換気設備のフィルタ
「JACA　No.11A(空気清浄装置用ろ材燃焼性試験
方法指針(公益社団法人日本空気清浄協会))」に
より難燃性を満足する難燃性材料を使用する設計
とする。

f.変圧器及び遮断器に対する絶縁油
建屋内に設置する変圧器及び遮断器は絶縁油を内
包していない以下の変圧器及び遮断器を使用する
設計とする。
(a) 乾式変圧器
(b) 真空遮断器，気中遮断器，ガス遮断器

【(2)不燃性材料又は難燃性材料を使用できない
場合の代替材料の使用】

②建屋内装材
建屋の内装材として不燃性材料が使用できない場
合は，以下の(a)項を満たす代替材料を使用する
設計とし，中央制御室等のカーペットは，以下の
(b)項を満たす代替材料を使用する設計とする。
　(a) 建築基準法に基づき認定を受けた不燃性材
料と同等の性能を有することを試験により確認し
た材料
　(b) 消防法に基づき認定を受けた防炎物品と同
等の性能を有することを試験により確認した材料

【(3)不燃性材料又は難燃性材料でないものを使
用】
②建屋内装材
難燃性材料と同等の性能であることを試験により
確認したコーティング剤を塗布することで，火災
が発生することを防止するための措置を講じる設
計とする。
③火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施
設に使用するケーブル
機器等の性能上の理由から上記が確認できない
ケーブルについては，難燃ケーブルと同等以上の
難燃性能があることを確認した上で使用する。ま
たは，金属製の筐体等に収納等の措置を講ずる。

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災防護の基本方針
　2.1 火災及び爆発の発生防止

4.4 落雷，地震等の自然現象による火災及び爆発
の発生防止

【2.1 火災及び爆発の発生防止】
〇自然現象による火災及び爆発の発生防止
・考慮する自然現象のうち，火災及び爆発を発生
させるおそれのある落雷，地震，竜巻(風(台風)
を含む。)及び森林火災について，これらの現象
によって火災及び爆発が発生しないように，火災
防護対策を講ずる設計とする。

【4.4 落雷，地震等の自然現象による火災及び爆
発の発生防止】
〇自然現象による火災及び爆発の発生防止
・考慮する自然現象のうち，火災及び爆発を発生
させるおそれのある落雷，地震，竜巻(風(台風)
を含む。)及び森林火災について，これらの現象
によって火災及び爆発が発生しないように，火災
防護対策を講ずる設計とする。
【4.4 (1)落雷による火災及び爆発の発生防止】
「原子力発電所の耐雷指針」(JEAG4608)，建築基
準法及び消防法に基づき，日本産業規格(JIS A
4201)に準拠した避雷設備を設置する設計とす
る。

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災防護の基本方針
　2.1 火災及び爆発の発生防止

4.4 落雷，地震等の自然現象による火災及び爆発
の発生防止

308



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

87

　ただし，塗装は当該場所における環境条件を考慮したものとする。管理
区域の床及び壁は，耐汚染性，除染性，耐摩耗性等を考慮したコーティン
グ剤を不燃性材料であるコンクリート表面に塗布すること，加熱源を除去
した場合はその燃焼部が広がらないこと，建屋内に設置する火災防護上重
要な機器等及び重大事故等対処施設には不燃性材料又は難燃性材料を使用
し，周辺における可燃性物質を管理することから，難燃性材料を使用する
設計とする。

設置要求
運用要求

施設共通　基本設計方針
(建屋内装材の塗装(難燃性))

設計方針(不燃性材料又
は難燃性材料の使用)

88

　また，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並び
に緊急時対策建屋の対策本部室の床面は，消防法に基づく防炎物品又はこ
れと同等の性能を有することを試験により確認したカーペットを使用する
設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(カーペット(防炎物品))

設計方針(不燃性材料又
は難燃性材料の使用)

89

　火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に使用するケーブルに
は，実証試験により延焼性(米国電気電子工学学会規格IEEE383又は
IEEE1202垂直トレイ燃焼試験)及び自己消火性(UL1581垂直燃焼試験)を確
認したケーブルを使用する設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施
設のケーブルに対する難燃性材料の使用)

設計方針(不燃性材料又
は難燃性材料の使用)

90

　ただし，機器等の性能上の理由から実証試験により延焼性及び自己消火
性が確認できないケーブルをやむを得ず使用する場合には，金属製の筐体
等に収納，延焼防止材により保護又は専用の電線管に敷設等の措置を講じ
た上で，難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性能があることを
実証試験により確認し，使用する設計とすることで，他の火災防護上重要
な機器等及び重大事故等対処施設において火災及び爆発が発生することを
防止する設計とする。

設置要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施
設の非難燃ケーブルへの措置)

設計方針(不燃性材料又
は難燃性材料の使用)

91

　火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設のうち，換気設備の
フィルタは，不燃性材料又は「JACA No.11A(空気清浄装置用ろ材燃焼性試
験方法指針(公益社団法人日本空気清浄協会))」により難燃性を満足する
難燃性材料を使用する設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(換気設備のフィルタに対する難燃性材料の使用)

設計方針(不燃性材料又
は難燃性材料の使用)

92
　火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設のうち，建屋内に設置
する変圧器及び遮断器は絶縁油を内包しない乾式を使用する設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(絶縁油を内包しない変圧器及び遮断器の使用)

設計方針(不燃性材料又
は難燃性材料の使用)

93

5.2.4 自然現象による火災及び爆発の発生防止
　再処理施設に対する自然現象として，地震，津波，落雷，風(台風)，竜
巻，凍結，高温，降水，積雪，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び
塩害を考慮する。

冒頭宣言 基本方針

基本方針
設計方針(自然現象によ
る火災及び爆発の発生
防止)

94

　火災防護上重要な機器等は，考慮する自然現象のうち，火災及び爆発を
発生させるおそれのある落雷及び地震について，これらの現象によって火
災及び爆発が発生しないように，以下のとおり火災防護対策を講ずる設計
とする。

冒頭宣言 基本方針

基本方針
設計方針(自然現象によ
る火災及び爆発の発生
防止)

95

　火災防護上重要な機器等に対して火災及び爆発を発生させるおそれのあ
る自然現象のうち，落雷による火災及び爆発の発生を防止するため，建築
基準法及び消防法に基づき，避雷設備を設置する設計とする。安全上重要
な施設は，建築基準法及び消防法の適用を受けないものであっても避雷設
備を設置する設計とし，各構築物に設置する避雷設備は，構内接地系と連
接することにより，接地抵抗の低減及び雷撃に伴う構内接地系の電位分布
の平坦化を図る設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(避雷設備,構内接地系(火災防護上重要な機器
等)）

設計方針(自然現象によ
る火災及び爆発の発生
防止)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○

施設共通　基本設計方針
(建屋内装材の塗装(難燃性)(北換気筒管理建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
使用済燃料輸送容器管理建屋
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋))

施設共通　基本設計方針
(建屋内装材の塗装(難燃性)(前処理建屋,分離建
屋,ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋,非常用電
源建屋,第１保管庫・貯水所
第２保管庫・貯水所,高レベル廃液ガラス固化建
屋,精製建屋,低レベル廃液処理建屋,ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ
貯蔵建屋,制御建屋,分析建屋,出入管理建屋,主排
気筒管理建屋,緊急時対策建屋,ウラン脱硝建屋,ｳ
ﾗﾝ酸化物貯蔵建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建
屋,低レベル廃棄物貯蔵建屋,ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙ
ﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋))

－ － －

○
施設共通　基本設計方針
(カーペット(防炎物品)
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋))

施設共通　基本設計方針
(カーペット(防炎物品)
(制御建屋
緊急時対策建屋))

－ － －

○

施設共通　基本設計方針
(火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施
設のケーブルに対する難燃性材料の使用(北換気
筒管理建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
使用済燃料輸送容器管理建屋
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋))

施設共通　基本設計方針
(火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施
設のケーブルに対する難燃性材料の使用(前処理
建屋,分離建屋,ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋,非常用電源建屋,第１保管庫・貯水所,第２保
管庫・貯水所,高レベル廃液ガラス固化建屋,精製
建屋,低レベル廃液処理建屋,ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建
屋,制御建屋,分析建屋,出入管理建屋,主排気筒管
理建屋,緊急時対策建屋,ウラン脱硝建屋,ｳﾗﾝ酸化
物貯蔵建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋,低
レベル廃棄物貯蔵建屋,ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞ
ﾝ処理建屋))

－ － －

〇

施設共通　基本設計方針
(火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施
設の非難燃ケーブルへの措置)
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

施設共通　基本設計方針
(火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施
設の非難燃ケーブルへの措置)
(緊急時対策建屋)

－ － －

○

施設共通　基本設計方針
(換気設備のフィルタに対する難燃性材料の使用
(北換気筒管理建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
使用済燃料輸送容器管理建屋
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋))

施設共通　基本設計方針
(換気設備のフィルタに対する難燃性材料の使用
(前処理建屋,分離建屋,ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋,非常用電源建屋,第１保管庫・貯水
所,第２保管庫・貯水所,高レベル廃液ガラス固化
建屋,精製建屋,低レベル廃液処理建屋,ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞ
ﾋﾟｰｽ貯蔵建屋
制御建屋,分析建屋,出入管理建屋,主排気筒管理
建屋,緊急時対策建屋,ウラン脱硝建屋,ｳﾗﾝ酸化物
貯蔵建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋,低レ
ベル廃棄物貯蔵建屋,ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ
処理建屋))

－ － －

○

施設共通　基本設計方針
(絶縁油を内包しない変圧器及び遮断器の使用(北
換気筒管理建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
使用済燃料輸送容器管理建屋
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋))

施設共通　基本設計方針
(絶縁油を内包しない変圧器及び遮断器の使用(前
処理建屋,分離建屋,ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋,非常用電源建屋,第１保管庫・貯水所,第
２保管庫・貯水所,高レベル廃液ガラス固化建屋,
精製建屋,低レベル廃液処理建屋,ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ貯
蔵建屋,制御建屋,分析建屋,出入管理建屋,主排気
筒管理建屋,緊急時対策建屋,ウラン脱硝建屋,ｳﾗﾝ
酸化物貯蔵建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建
屋,低レベル廃棄物貯蔵建屋,ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙ
ﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋))

－ － －

○

施設共通　基本設計方針
(避雷設備,構内接地系(火災防護上重要な機器
等)(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
使用済燃料輸送容器管理建屋
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋))

施設共通　基本設計方針
(避雷設備,構内接地系(火災防護上重要な機器等)
(前処理建屋,分離建屋,ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋,非常用電源建屋,第１保管庫・貯水
所,第２保管庫・貯水所,高レベル廃液ガラス固化
建屋,精製建屋,低レベル廃液処理建屋,ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞ
ﾋﾟｰｽ貯蔵建屋,制御建屋,分析建屋,出入管理建屋,
緊急時対策建屋,ウラン脱硝建屋,ｳﾗﾝ酸化物貯蔵
建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋,低レベル
廃棄物貯蔵建屋,ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理
建屋))

－ － －
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2. 火災防護の基本方針
　2.1 火災及び爆発の発生防止

4.4 落雷，地震等の自然現象による火災及び爆発
の発生防止

【2.1 火災及び爆発の発生防止】
〇自然現象による火災及び爆発の発生防止
・考慮する自然現象のうち，火災及び爆発を発生
させるおそれのある落雷，地震，竜巻(風(台風)
を含む。)及び森林火災について，これらの現象
によって火災及び爆発が発生しないように，火災
防護対策を講ずる設計とする。

【4.4 (1)落雷による火災及び爆発の発生防止】
「原子力発電所の耐雷指針」(JEAG4608)，建築基
準法及び消防法に基づき，日本産業規格(JIS A
4201)に準拠した避雷設備を設置する設計とす
る。
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【4.3 不燃性材料又は難燃性材料の使用】
【(1)不燃性材料又は難燃性材料の使用】
d.火災防護上重要な機器等に使用するケーブル
自己消火性(UL1581(Fourth Edition)1080VW-１UL
垂直燃焼試験)及び耐延焼性(米国電気電子工学学
会規格IEEE383-1974 又はIEEE1202-1991 垂直ト
レイ燃焼試験)を試験により確認できたものを使
用する設計とする。
e.換気設備のフィルタ
「JACA No.11A(空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方
法指針(公益社団法人日本空気清浄協会))」によ
り難燃性を満足する難燃性材料を使用する設計と
する。

f.変圧器及び遮断器に対する絶縁油
建屋内に設置する変圧器及び遮断器は絶縁油を内
包していない以下の変圧器及び遮断器を使用する
設計とする。
(a) 乾式変圧器
(b) 真空遮断器，気中遮断器，ガス遮断器

【(2)不燃性材料又は難燃性材料を使用できない
場合の代替材料の使用】
②建屋内装材
建屋の内装材として不燃性材料が使用できない場
合は，以下の(a)項を満たす代替材料を使用する
設計とし，中央制御室等のカーペットは，以下の
(b)項を満たす代替材料を使用する設計とする。
　(a) 建築基準法に基づき認定を受けた不燃性材
料と同等の性能を有することを試験により確認し
た材料
　(b) 消防法に基づき認定を受けた防炎物品と同
等の性能を有することを試験により確認した材料

【(3)不燃性材料又は難燃性材料でないものを使
用】
②建屋内装材
難燃性材料と同等の性能であることを試験により
確認したコーティング剤を塗布することで，火災
が発生することを防止するための措置を講じる設
計とする。
③火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施
設に使用するケーブル
機器等の性能上の理由から上記が確認できない
ケーブルについては，難燃ケーブルと同等以上の
難燃性能があることを確認した上で使用する。ま
たは，金属製の筐体等に収納等の措置を講ずる。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

96

　火災防護上重要な機器等は，耐震重要度分類に応じた地震力が作用した
場合においても支持することができる地盤に設置し，自らの破壊又は倒壊
による火災及び爆発の発生を防止する設計とするとともに，再処理施設の
技術基準に関する規則に従い，耐震設計を行う設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(耐震設計(火災防護上重要な機器等))

設計方針(自然現象によ
る火災及び爆発の発生
防止)

【4.4 (2)地震による火災及び爆発の発生防止】
・火災防護上重要な機器等は，耐震重要度分類に
応じ十分な支持性能をもつ地盤に設置する設計と
するとともに，「再処理施設の技術基準に関する
規則」に従い，耐震クラスに応じた耐震設計とす
る。

○
施設共通　基本設計方針
(耐震設計(火災防護上重要な機器等)(安全冷却水
冷却塔))

－

【4.4 (2)地震による火災及び爆発の発生防止】
・火災防護上重要な機器等は，耐震重要度分類に
応じ十分な支持性能をもつ地盤に設置する設計と
するとともに，「再処理施設の技術基準に関する
規則」に従い，耐震クラスに応じた耐震設計とす
る。

97

　なお， 屋外の火災防護上重要な機器等に対して火災及び爆発を発生さ
せるおそれのある竜巻については，「3.3.2 竜巻」に基づく竜巻防護対策
を行うことにより，火災及び爆発の発生防止を講ずる設計とする。
また，屋外の火災防護上重要な機器等に対して火災及び爆発を発生させる
おそれのある森林火災については，「3.3.3 外部火災」の「(3)外部火災
に対する防護対策」，「(a) 森林火災に対する防護対策」に基づく防火帯
による防護等により火災及び爆発の発生防止を講ずる設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(竜巻防護対策，防火帯による防護等）

設計方針(自然現象によ
る火災及び爆発の発生
防止)

【4.4 落雷，地震等の自然現象による火災及び爆
発の発生防止】
〇自然現象による火災及び爆発の発生防止
・考慮する自然現象のうち，火災及び爆発を発生
させるおそれのある落雷，地震，竜巻(風(台風)
を含む。)及び森林火災について，これらの現象
によって火災及び爆発が発生しないように，火災
防護対策を講ずる設計とする。

○
施設共通　基本設計方針
(竜巻防護対策，防火帯による防護等）

－

【4.4 落雷，地震等の自然現象による火災及び爆
発の発生防止】
〇自然現象による火災及び爆発の発生防止
・考慮する自然現象のうち，火災及び爆発を発生
させるおそれのある落雷，地震，竜巻(風(台風)
を含む。)及び森林火災について，これらの現象
によって火災及び爆発が発生しないように，火災
防護対策を講ずる設計とする。

98

　重大事故等対処施設は，考慮する自然現象のうち，火災及び爆発を発生
させるおそれのある落雷，地震，竜巻(風(台風)を含む。)及び森林火災に
ついて，これらの現象によって火災及び爆発が発生しないように，以下の
とおり火災防護対策を講ずる設計とする。

冒頭宣言 基本方針

基本方針
設計方針(自然現象によ
る火災及び爆発の発生
防止)

－ － － － －

99

　重大事故等対処施設に対して火災及び爆発を発生させるおそれのある自
然現象のうち，落雷による火災及び爆発の発生を防止するため，建築基準
法及び消防法に基づき，避雷設備を設置する設計とする。重大事故等対処
施設を収納する建屋は，建築基準法及び消防法の適用を受けないもので
あっても，避雷設備を設置する設計とし，各構築物に設置する避雷設備
は，構内接地系と連接することにより，接地抵抗の低減及び雷撃に伴う構
内接地系の電位分布の平坦化を図る設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(避雷設備,構内接地系(重大事故等対処施設)）

設計方針(自然現象によ
る火災及び爆発の発生
防止)

－ － － － －

100

　重大事故等対処施設は，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力
が作用した場合においても支持することができる地盤に設置し，自らの破
壊又は倒壊による火災及び爆発の発生を防止する設計とするとともに，再
処理施設の技術基準に関する規則に従い耐震設計を行う設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(耐震設計(重大事故等対処施設))

設計方針(自然現象によ
る火災及び爆発の発生
防止)

－ － － － －

101
　重大事故等対処施設は，竜巻(風(台風)を含む。)の影響により火災及び
爆発が発生することがないように，竜巻防護対策を行う設計とする。

設置要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(竜巻防護対策)

基本方針
設計方針(自然現象によ
る火災及び爆発の発生
防止)

－ － － － －

102
　森林火災については，防火帯により，重大事故等対処施設の火災及び爆
発の発生防止を講ずる設計とする。

設置要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(防火帯)

基本方針
設計方針(自然現象によ
る火災及び爆発の発生
防止)

－ － － － －

103

5.3 火災の感知，消火
　火災の感知及び消火は，火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施
設に対する火災の影響を限定し，早期の火災感知及び消火を行うための火
災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。
　火災感知設備及び消火設備は，「5.2.4　自然現象による火災及び爆発
の発生防止」で抽出した自然現象に対して，火災感知及び消火の機能，性
能が維持できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針
設計方針(火災の感知)
設計方針(火災の消火)

○ 基本方針 －

104

　火災防護上重要な機器等に係る火災感知設備及び消火設備については，
火災区域及び火災区画に設置した火災防護上重要な機器等が地震による火
災を想定する場合においては耐震重要度分類に応じて，機能を維持できる
設計とする。

評価要求
基本方針
火災防護設備 火災感知設備
火災防護設備 消火設備

評価方法(耐震)
評価条件(耐震)
評価(耐震)
設計方針(火災の感知)
設計方針(火災の消火)

○

火災防護設備 火災感知設備
(炎感知器(赤外線式(防水型)，熱感知カメラ
(サーモカメラ))
(安全冷却水冷却塔)

－

105

　重大事故等対処施設に係る火災感知設備及び消火設備については，火災
区域及び火災区画に設置した重大事故等対処施設が地震による火災を想定
する場合においては重大事故等対処施設の設備分類に応じて，機能を維持
できる設計とする。

評価要求
基本方針
火災防護設備 火災感知設備
火災防護設備 消火設備

評価方法(耐震)
評価条件(耐震)
評価(耐震)
設計方針(火災の感知)
設計方針(火災の消火)

－ － － － －
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2. 火災防護の基本方針
　2.1 火災及び爆発の発生防止

4.4 落雷，地震等の自然現象による火災及び爆発
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2. 火災防護の基本方針
　2.2 火災の感知及び消火

5.火災の感知及び消火
 5.1 火災感知設備について
 5.2 消火設備について

Ⅲ-1-2 火災防護設備に関する耐震設計
Ⅳ-3　火災防護設備の耐震性に関する説明書

【2.2 火災の感知及び消火】
・火災の感知及び消火は，火災防護上重要な機器
等及び重大事故等対処施設に対する火災の影響を
限定し，早期の火災感知及び消火を行うための火
災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。
・火災感知設備及び消火設備に対する耐震上の防
護設計(耐震クラス，Ss機能維持)を示す。

【5.2.2(5) 消火設備の設計　f. 消火設備の自然
現象に対する考慮】
(d) 地震対策
火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は
火災区画のうち，消火困難区域とならない一般エ
リアに設置する屋外消火栓設備は，保持すべき耐
震重要度分類に応じて機能を保持できる設計とす
る。
なお，具体的な設計内容については，「5.2.3
構造強度設計」に示す。

【5.1.3 構造強度設計】
防護対象の耐震重要度分類に応じて, 耐震性を確
保する設計とする。
耐震Cクラスで申請する火災感知設備のうち，基
準地震動Ssに対して機能維持が必要となるものに
係る具体的な設計方針については「Ⅲ-1-2 火災
防護設備に関する耐震設計」に示す。

【5.2.3 構造強度設計】
防護対象の耐震重要度分類に応じて，耐震性を確
保する設計とする。
耐震Cクラスで申請する消火設備のうち，基準地
震動Ssに対して機能維持が必要となるものに係る
具体的な設計方針については「Ⅲ-1-2 火災防護
設備に関する耐震設計」に示す。

【Ⅲ-1-2 火災防護設備に関する耐震設計】
火災感知設備及び消火設備が，防護対象の耐震重
要度分類又は設備分類に応じた地震力において機
能維持が必要となるものに係る具体的な基本方針
及び評価結果を示す。
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5.火災の感知及び消火
 5.1 火災感知設備について
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Ⅲ-1-2 火災防護設備に関する耐震設計
Ⅳ-3　火災防護設備の耐震性に関する説明書

【2.2 火災の感知及び消火】
・火災の感知及び消火は，火災防護上重要な機器
等に対して，早期の火災感知及び消火を行うため
の火災感知設備及び消火設備を設置する設計とす
る。
・火災感知設備及び消火設備に対する耐震上の防
護設計(耐震クラス，Ss機能維持)を示す。

【5.1.3 構造強度設計】
防護対象の耐震重要度分類に応じて, 耐震性を確
保する設計とする。
耐震Cクラスで申請する火災感知設備のうち，基
準地震動Ssに対して機能維持が必要となるものに
係る具体的な設計方針については「Ⅲ-1-2 火災
防護設備に関する耐震設計」に示す。

【Ⅲ-1-2 火災防護設備に関する耐震設計】
火災感知設備及び消火設備が，防護対象の耐震重
要度分類又は設備分類に応じた地震力において機
能維持が必要となるものに係る具体的な基本方針
及び評価結果を示す。

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災防護の基本方針
　2.1 火災及び爆発の発生防止

4.4 落雷，地震等の自然現象による火災及び爆発
の発生防止

【2.1 火災及び爆発の発生防止】
〇自然現象による火災及び爆発の発生防止
・考慮する自然現象のうち，火災及び爆発を発生
させるおそれのある落雷，地震，竜巻(風(台風)
を含む。)及び森林火災について，これらの現象
によって火災及び爆発が発生しないように，火災
防護対策を講ずる設計とする。
【4.4 落雷，地震等の自然現象による火災及び爆
発の発生防止】
【(1)落雷による火災及び爆発の発生防止】
【落雷による火災及び爆発の発生防止】
「原子力発電所の耐雷指針」(JEAG4608)，建築基
準法及び消防法に基づき，日本産業規格(JIS A
4201)に準拠した避雷設備を設置する設計とす
る。
【4.4 (2)地震による火災及び爆発の発生防止】
・重大事故等対処施設は，設備区分に応じ十分な
支持性能をもつ地盤に設置する設計とするととも
に，「再処理施設の技術基準に関する規則」に従
い，設備区分に応じた耐震設計とする。
【4.4 (3)森林火災による火災及び爆発の発生防
止】
屋外の重大事故等対処施設は，外部火災防護に関
する基本方針に基づき評価し設置した防火帯によ
り，火災及び爆発の発生防止を講ずる設計とす
る。
【4.4 (4)竜巻(風(台風)を含む。)による火災及
び爆発の発生防止】
屋外の火災防護上重要な機器等及び重大事故等対
処施設は，重大事故等時の竜巻(風(台風)を含
む。)の影響により火災及び爆発が発生すること
がないように，竜巻防護対策を行う設計とする。
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96

　火災防護上重要な機器等は，耐震重要度分類に応じた地震力が作用した
場合においても支持することができる地盤に設置し，自らの破壊又は倒壊
による火災及び爆発の発生を防止する設計とするとともに，再処理施設の
技術基準に関する規則に従い，耐震設計を行う設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(耐震設計(火災防護上重要な機器等))

設計方針(自然現象によ
る火災及び爆発の発生
防止)

97

　なお， 屋外の火災防護上重要な機器等に対して火災及び爆発を発生さ
せるおそれのある竜巻については，「3.3.2 竜巻」に基づく竜巻防護対策
を行うことにより，火災及び爆発の発生防止を講ずる設計とする。
また，屋外の火災防護上重要な機器等に対して火災及び爆発を発生させる
おそれのある森林火災については，「3.3.3 外部火災」の「(3)外部火災
に対する防護対策」，「(a) 森林火災に対する防護対策」に基づく防火帯
による防護等により火災及び爆発の発生防止を講ずる設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(竜巻防護対策，防火帯による防護等）

設計方針(自然現象によ
る火災及び爆発の発生
防止)

98

　重大事故等対処施設は，考慮する自然現象のうち，火災及び爆発を発生
させるおそれのある落雷，地震，竜巻(風(台風)を含む。)及び森林火災に
ついて，これらの現象によって火災及び爆発が発生しないように，以下の
とおり火災防護対策を講ずる設計とする。

冒頭宣言 基本方針

基本方針
設計方針(自然現象によ
る火災及び爆発の発生
防止)

99

　重大事故等対処施設に対して火災及び爆発を発生させるおそれのある自
然現象のうち，落雷による火災及び爆発の発生を防止するため，建築基準
法及び消防法に基づき，避雷設備を設置する設計とする。重大事故等対処
施設を収納する建屋は，建築基準法及び消防法の適用を受けないもので
あっても，避雷設備を設置する設計とし，各構築物に設置する避雷設備
は，構内接地系と連接することにより，接地抵抗の低減及び雷撃に伴う構
内接地系の電位分布の平坦化を図る設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(避雷設備,構内接地系(重大事故等対処施設)）

設計方針(自然現象によ
る火災及び爆発の発生
防止)

100

　重大事故等対処施設は，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力
が作用した場合においても支持することができる地盤に設置し，自らの破
壊又は倒壊による火災及び爆発の発生を防止する設計とするとともに，再
処理施設の技術基準に関する規則に従い耐震設計を行う設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(耐震設計(重大事故等対処施設))

設計方針(自然現象によ
る火災及び爆発の発生
防止)

101
　重大事故等対処施設は，竜巻(風(台風)を含む。)の影響により火災及び
爆発が発生することがないように，竜巻防護対策を行う設計とする。

設置要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(竜巻防護対策)

基本方針
設計方針(自然現象によ
る火災及び爆発の発生
防止)

102
　森林火災については，防火帯により，重大事故等対処施設の火災及び爆
発の発生防止を講ずる設計とする。

設置要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(防火帯)

基本方針
設計方針(自然現象によ
る火災及び爆発の発生
防止)

103

5.3 火災の感知，消火
　火災の感知及び消火は，火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施
設に対する火災の影響を限定し，早期の火災感知及び消火を行うための火
災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。
　火災感知設備及び消火設備は，「5.2.4　自然現象による火災及び爆発
の発生防止」で抽出した自然現象に対して，火災感知及び消火の機能，性
能が維持できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針
設計方針(火災の感知)
設計方針(火災の消火)

104

　火災防護上重要な機器等に係る火災感知設備及び消火設備については，
火災区域及び火災区画に設置した火災防護上重要な機器等が地震による火
災を想定する場合においては耐震重要度分類に応じて，機能を維持できる
設計とする。

評価要求
基本方針
火災防護設備 火災感知設備
火災防護設備 消火設備

評価方法(耐震)
評価条件(耐震)
評価(耐震)
設計方針(火災の感知)
設計方針(火災の消火)

105

　重大事故等対処施設に係る火災感知設備及び消火設備については，火災
区域及び火災区画に設置した重大事故等対処施設が地震による火災を想定
する場合においては重大事故等対処施設の設備分類に応じて，機能を維持
できる設計とする。

評価要求
基本方針
火災防護設備 火災感知設備
火災防護設備 消火設備

評価方法(耐震)
評価条件(耐震)
評価(耐震)
設計方針(火災の感知)
設計方針(火災の消火)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○

施設共通　基本設計方針
(耐震設計(火災防護上重要な機器等)(北換気筒管
理建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
使用済燃料輸送容器管理建屋
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋
安全冷却水系冷却塔))

施設共通　基本設計方針
(耐震設計(火災防護上重要な機器等)(前処理建
屋,分離建屋,ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋,非常用電源建屋,第１保管庫・貯水所,第２保
管庫・貯水所,高レベル廃液ガラス固化建屋,精製
建屋,低レベル廃液処理建屋,ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建
屋,制御建屋,分析建屋,出入管理建屋,主排気筒管
理建屋,緊急時対策建屋,ウラン脱硝建屋,ｳﾗﾝ酸化
物貯蔵建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋,低
レベル廃棄物貯蔵建屋,ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞ
ﾝ処理建屋，安全冷却水冷却塔，冷却塔))

－ － －

【4.4 (2)地震による火災及び爆発の発生防止】
・火災防護上重要な機器等は，耐震重要度分類に
応じ十分な支持性能をもつ地盤に設置する設計と
するとともに，「再処理施設の技術基準に関する
規則」に従い，耐震クラスに応じた耐震設計とす
る。

○
施設共通　基本設計方針
(竜巻防護対策，防火帯による防護等）
(安全冷却水系冷却塔)

施設共通　基本設計方針
(竜巻防護対策，防火帯による防護等）
(安全冷却水冷却塔，冷却塔)

－ － －

【4.4 落雷，地震等の自然現象による火災及び爆
発の発生防止】
〇自然現象による火災及び爆発の発生防止
・考慮する自然現象のうち，火災及び爆発を発生
させるおそれのある落雷，地震，竜巻(風(台風)
を含む。)及び森林火災について，これらの現象
によって火災及び爆発が発生しないように，火災
防護対策を講ずる設計とする。

○ － 基本方針 － － －

○
施設共通　基本設計方針
(避雷設備,構内接地系(重大事故等対処施設)(使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋))

施設共通　基本設計方針
(避雷設備,構内接地系(重大事故等対処施設)(前
処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
第１保管庫・貯水所
第２保管庫・貯水所
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
制御建屋
緊急時対策建屋))

－ － －

○
施設共通　基本設計方針
(耐震設計(重大事故等対処施設)(使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋)

施設共通　基本設計方針
(耐震設計(重大事故等対処施設)(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
第１保管庫・貯水所
第２保管庫・貯水所
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
制御建屋
緊急時対策建屋))

－ － －

○
施設共通　基本設計方針
(竜巻防護対策)

施設共通　基本設計方針
(竜巻防護対策)

－ － －

○
施設共通　基本設計方針
(防火帯)

基施設共通　基本設計方針
(防火帯)

－ － －

○ 基本方針 基本方針 － － －

○

火災防護設備 火災感知設備
火災防護設備 消火設備
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
使用済燃料輸送容器管理建屋
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋
安全冷却水系冷却塔)

火災防護設備 火災感知設備
火災防護設備 消火設備
(前処理建屋,分離建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建
屋,非常用電源建屋,第１保管庫・貯水所,第２保
管庫・貯水所,高レベル廃液ガラス固化建屋,精製
建屋,低レベル廃液処理建屋,ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建
屋,制御建屋,分析建屋,出入管理建屋,緊急時対策
建屋,ウラン脱硝建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯
蔵建屋，安全冷却水冷却塔，冷却塔)

－ － －

○
火災防護設備 火災感知設備
火災防護設備 消火設備
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

火災防護設備 火災感知設備
火災防護設備 消火設備
(前処理建屋,分離建屋,ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋,非常用電源建屋,第１保管庫・貯水
所,第２保管庫・貯水所,高レベル廃液ガラス固化
建屋,精製建屋,制御建屋)

－ － －

【2.1 火災及び爆発の発生防止】
〇自然現象による火災及び爆発の発生防止
・考慮する自然現象のうち，火災及び爆発を発生
させるおそれのある落雷，地震，竜巻(風(台風)
を含む。)及び森林火災について，これらの現象
によって火災及び爆発が発生しないように，火災
防護対策を講ずる設計とする。
【4.4 落雷，地震等の自然現象による火災及び爆
発の発生防止】
【(1)落雷による火災及び爆発の発生防止】
【落雷による火災及び爆発の発生防止】
「原子力発電所の耐雷指針」(JEAG4608)，建築基
準法及び消防法に基づき，日本産業規格(JIS A
4201)に準拠した避雷設備を設置する設計とす
る。
【4.4 (2)地震による火災及び爆発の発生防止】
・重大事故等対処施設は，設備区分に応じ十分な
支持性能をもつ地盤に設置する設計とするととも
に，「再処理施設の技術基準に関する規則」に従
い，設備区分に応じた耐震設計とする。
【4.4 (3)森林火災による火災及び爆発の発生防
止】
屋外の重大事故等対処施設は，外部火災防護に関
する基本方針に基づき評価し設置した防火帯によ
り，火災及び爆発の発生防止を講ずる設計とす
る。
【4.4 (4)竜巻(風(台風)を含む。)による火災及
び爆発の発生防止】
屋外の火災防護上重要な機器等及び重大事故等対
処施設は，重大事故等時の竜巻(風(台風)を含
む。)の影響により火災及び爆発が発生すること
がないように，竜巻防護対策を行う設計とする。

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災防護の基本方針
　2.1 火災及び爆発の発生防止

4.4 落雷，地震等の自然現象による火災及び爆発
の発生防止

【2.2 火災の感知及び消火】
・火災の感知及び消火は，火災防護上重要な機器
等及び重大事故等対処施設に対する火災の影響を
限定し，早期の火災感知及び消火を行うための火
災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。
・火災感知設備及び消火設備に対する耐震上の防
護設計(耐震クラス，Ss機能維持)を示す。

【5.2.2(5) 消火設備の設計　f. 消火設備の自然
現象に対する考慮】
(d) 地震対策
火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は
火災区画のうち，消火困難区域とならない一般エ
リアに設置する屋外消火栓設備は，保持すべき耐
震重要度分類に応じて機能を保持できる設計とす
る。
なお，具体的な設計内容については，「5.2.3
構造強度設計」に示す。

【5.1.3 構造強度設計】
防護対象の耐震重要度分類に応じて, 耐震性を確
保する設計とする。
耐震Cクラスで申請する火災感知設備のうち，基
準地震動Ssに対して機能維持が必要となるものに
係る具体的な設計方針については「Ⅲ-1-2 火災
防護設備に関する耐震設計」に示す。

【5.2.3 構造強度設計】
防護対象の耐震重要度分類に応じて，耐震性を確
保する設計とする。
耐震Cクラスで申請する消火設備のうち，基準地
震動Ssに対して機能維持が必要となるものに係る
具体的な設計方針については「Ⅲ-1-2 火災防護
設備に関する耐震設計」に示す。

【Ⅲ-1-2 火災防護設備に関する耐震設計】
火災感知設備及び消火設備が，防護対象の耐震重
要度分類又は設備分類に応じた地震力において機
能維持が必要となるものに係る具体的な基本方針
及び評価結果を示す。

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災防護の基本方針
　2.2 火災の感知及び消火

5.火災の感知及び消火
 5.1 火災感知設備について
 5.2 消火設備について

Ⅲ-1-2 火災防護設備に関する耐震設計
Ⅳ-3　火災防護設備の耐震性に関する説明書
(安全冷却水冷却塔を除く。)
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説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

106

　火災の影響を受けるおそれのある火災防護上重要な機器等及び重大事故
等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に対する火災の感知及び消火
に係る運用の措置について，以下に示す。
　火災感知器を設置しない火災区域又は火災区画は，不要な可燃性物質を
持ち込まない可燃性物質管理及び人の立ち入り管理又は火災感知器によら
ない設備により火災発生の前後において火災等を有効に検出できる設備に
より監視することについて保安規定に定め，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針
設計方針(火災の感知)
基本方針(火災防護計
画)

○ 施設共通　基本設計方針 －

107
　火災発生時の煙又は放射線の影響により消火活動が困難とならない箇所
については，不要な可燃性物質を持ち込まない可燃性物質管理を保安規定
に定め，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針
設計方針(火災の消火)
基本方針(火災防護計
画)

○ 施設共通　基本設計方針 －

108
　消火活動時においては，煙の影響を軽減するため，可搬式排煙機等を配
備することを保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針
設計方針(火災の消火)
基本方針(火災防護計
画)

○ 施設共通　基本設計方針 －

109
　火災感知設備及び消火設備の設計方針については，第2章　個別項目の
「7.3.3　火災防護設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ○ 基本方針 －

110

5.4 火災及び爆発の影響軽減
5.4.1 火災及び爆発の影響軽減対策
　再処理施設の火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画
及び隣接する火災区域又は火災区画における火災及び爆発による影響を軽
減するため，以下の対策を講ずる設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針
設計方針(影響軽減)

○ 基本方針 －

111

(1) 火災防護上の最重要設備に対する影響軽減対策
　火災防護上の最重要設備のうち，互いに相違する系列間の機器及びケー
ブル並びにこれらに関連する一般系のケーブルは，以下のいずれかの系統
分離によって，火災の影響を軽減するための対策を講ずる設計とする。 

冒頭宣言 基本方針
基本方針
設計方針(影響軽減)

○ 基本方針 －

112

a.3時間以上の耐火能力を有する隔壁等による分離
　火災防護上の最重要設備のうち，互いに相違する系列間の機器及びケー
ブル並びにこれらに関連する一般系のケーブルは，火災耐久試験により3
時間以上の耐火能力を確認した，隔壁等で系統間を分離する設計とする。

設置要求
評価要求

基本方針
火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁)
3時間以上の耐火能力を有する隔壁)

設計方針(影響軽減)
評価方法(影響軽減)
評価(影響軽減)

○ 基本方針 －

113

b.水平距離6m以上の離隔距離の確保，火災感知設備及び自動消火設備の設
置による分離
　火災防護上の最重要設備のうち，互いに相違する系列間の機器及びケー
ブル並びにこれらに関連する一般系のケーブルは，水平距離間には仮置き
するものを含め可燃性物質が存在しないようにし，系列間を6m以上の離隔
距離により分離する設計とし，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設
置することで系統間を分離する設計とする。

設置要求
機能要求①

基本方針
火災防護設備 火災感知設備
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)

設計方針(影響軽減) ○ 基本方針 －

114

c.1時間耐火隔壁による分離，火災感知設備及び自動消火設備の設置によ
る分離
　火災防護上の最重要設備のうち，互いに相違する系列間の機器及びケー
ブル並びにこれらに関連する一般系のケーブルを1時間の耐火能力を有す
る隔壁で分離し，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設置することで
系統間を分離する設計とする。

設置要求
機能要求①
評価要求

基本方針
火災防護設備
(1時間耐火隔壁)
火災防護設備 火災感知設備
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)

設計方針(影響軽減)
評価方法(影響軽減)
評価(影響軽減)

○ 基本方針 －

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2.2 火災の感知及び消火

5.火災の感知及び消火
 5.1 火災感知設備について
 5.2 消火設備について

8.火災防護計画

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災防護の基本方針
　2.3 火災及び爆発の影響軽減

6. 火災及び爆発の影響軽減対策
　6.2 火災及び爆発の影響軽減のうち火災防護上
の最重要設備の系統分離

【2.3 火災及び爆発の影響軽減】
　火災及び爆発の影響軽減対策として，火災防護
上の系統分離対策について，以下の対策につい
て，説明する。
・3時間以上の耐火能力を有する隔壁等による分
離
・水平距離6ｍ以上の離隔距離の確保，火災感知
設備及び自動消火設備の設置による分離
・1時間耐火隔壁による分離，火災感知設備及び
自動消火設備の設置による分離
・中央制御室及び使用済燃料受入れ貯蔵施設の制
御室床下の影響軽減対策

【6. 火災及び爆発の影響軽減対策】
【6.1 火災及び爆発の影響軽減対策が必要な火災
区域の分離】
・3時間以上の耐火能力を有する耐火壁
　以下について耐火性能の確認方法(試験方法及
び判定基準)について説明する。
　(1) コンクリート壁
　(2) 耐火隔壁，配管及びダクト貫通部，ケーブ
ルトレイ及び電線管貫通部，防火戸，防火ダンパ
等

【6.2.2 火災防護上の最重要設備に対する系統分
離対策の基本方針】
火災防護対象機器等に対する系統分離対策の基本
方針について，以下の対策について，説明する。
・3時間以上の耐火能力を有する隔壁等による分
離による分離方法
・水平距離6m以上の離隔距離の確保，火災感知設
備及び自動消火設備の設置による分離方法
・1時間耐火隔壁による分離，火災感知設備及び
自動消火設備の設置による分離方法

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災防護の基本方針
　2.3 火災及び爆発の影響軽減

6. 火災及び爆発の影響軽減対策
　6.2 火災及び爆発の影響軽減のうち火災防護上
の最重要設備の系統分離

【2.3 火災及び爆発の影響軽減】
　火災及び爆発の影響軽減対策として，火災防護
上の系統分離対策について，以下の対策につい
て，説明する。
・3時間以上の耐火能力を有する隔壁等による分
離
・水平距離6ｍ以上の離隔距離の確保，火災感知
設備及び自動消火設備の設置による分離
・1時間耐火隔壁による分離，火災感知設備及び
自動消火設備の設置による分離
・中央制御室及び使用済燃料受入れ貯蔵施設の制
御室床下の影響軽減対策

【6. 火災及び爆発の影響軽減対策】
【6.1 火災及び爆発の影響軽減対策が必要な火災
区域の分離】
・3時間以上の耐火能力を有する耐火壁
　以下について耐火性能の確認方法(試験方法及
び判定基準)について説明する。
　(1) コンクリート壁
　(2) 耐火隔壁，配管及びダクト貫通部，ケーブ
ルトレイ及び電線管貫通部，防火戸，防火ダンパ
等

【6.2.2 火災防護上の最重要設備に対する系統分
離対策の基本方針】
火災防護対象機器等に対する系統分離対策の基本
方針について，以下の対策について，説明する。
・3時間以上の耐火能力を有する隔壁等による分
離による分離方法
・水平距離6m以上の離隔距離の確保，火災感知設
備及び自動消火設備の設置による分離方法
・1時間耐火隔壁による分離，火災感知設備及び
自動消火設備の設置による分離方法

【2.2 火災の感知及び消火】
・火災の感知及び消火は，火災防護上重要な機器
等及び重大事故等対処施設に対する火災の影響を
限定し，早期の火災感知及び消火を行うための火
災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。

【5.1.2 機能設計】
(1)火災感知器

【5.2.2 機能設計】
(2) 火災発生時の煙の充満等により消火活動が困
難とならない火災区域又は火災区画

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
④その他の再処理施設に対する火災防護対策

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2.2 火災の感知及び消火

5.火災の感知及び消火
 5.1 火災感知設備について
 5.2 消火設備について

8.火災防護計画

【2.2 火災の感知及び消火】
・火災の感知及び消火は，火災防護上重要な機器
等及び重大事故等対処施設に対する火災の影響を
限定し，早期の火災感知及び消火を行うための火
災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。

【5.1.2 機能設計】
(1)火災感知器

【5.2.2 機能設計】
(2) 火災発生時の煙の充満等により消火活動が困
難とならない火災区域又は火災区画

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
④その他の再処理施設に対する火災防護対策
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

106

　火災の影響を受けるおそれのある火災防護上重要な機器等及び重大事故
等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に対する火災の感知及び消火
に係る運用の措置について，以下に示す。
　火災感知器を設置しない火災区域又は火災区画は，不要な可燃性物質を
持ち込まない可燃性物質管理及び人の立ち入り管理又は火災感知器によら
ない設備により火災発生の前後において火災等を有効に検出できる設備に
より監視することについて保安規定に定め，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針
設計方針(火災の感知)
基本方針(火災防護計
画)

107
　火災発生時の煙又は放射線の影響により消火活動が困難とならない箇所
については，不要な可燃性物質を持ち込まない可燃性物質管理を保安規定
に定め，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針
設計方針(火災の消火)
基本方針(火災防護計
画)

108
　消火活動時においては，煙の影響を軽減するため，可搬式排煙機等を配
備することを保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針
設計方針(火災の消火)
基本方針(火災防護計
画)

109
　火災感知設備及び消火設備の設計方針については，第2章　個別項目の
「7.3.3　火災防護設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

110

5.4 火災及び爆発の影響軽減
5.4.1 火災及び爆発の影響軽減対策
　再処理施設の火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画
及び隣接する火災区域又は火災区画における火災及び爆発による影響を軽
減するため，以下の対策を講ずる設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針
設計方針(影響軽減)

111

(1) 火災防護上の最重要設備に対する影響軽減対策
　火災防護上の最重要設備のうち，互いに相違する系列間の機器及びケー
ブル並びにこれらに関連する一般系のケーブルは，以下のいずれかの系統
分離によって，火災の影響を軽減するための対策を講ずる設計とする。 

冒頭宣言 基本方針
基本方針
設計方針(影響軽減)

112

a.3時間以上の耐火能力を有する隔壁等による分離
　火災防護上の最重要設備のうち，互いに相違する系列間の機器及びケー
ブル並びにこれらに関連する一般系のケーブルは，火災耐久試験により3
時間以上の耐火能力を確認した，隔壁等で系統間を分離する設計とする。

設置要求
評価要求

基本方針
火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁)
3時間以上の耐火能力を有する隔壁)

設計方針(影響軽減)
評価方法(影響軽減)
評価(影響軽減)

113

b.水平距離6m以上の離隔距離の確保，火災感知設備及び自動消火設備の設
置による分離
　火災防護上の最重要設備のうち，互いに相違する系列間の機器及びケー
ブル並びにこれらに関連する一般系のケーブルは，水平距離間には仮置き
するものを含め可燃性物質が存在しないようにし，系列間を6m以上の離隔
距離により分離する設計とし，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設
置することで系統間を分離する設計とする。

設置要求
機能要求①

基本方針
火災防護設備 火災感知設備
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)

設計方針(影響軽減)

114

c.1時間耐火隔壁による分離，火災感知設備及び自動消火設備の設置によ
る分離
　火災防護上の最重要設備のうち，互いに相違する系列間の機器及びケー
ブル並びにこれらに関連する一般系のケーブルを1時間の耐火能力を有す
る隔壁で分離し，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設置することで
系統間を分離する設計とする。

設置要求
機能要求①
評価要求

基本方針
火災防護設備
(1時間耐火隔壁)
火災防護設備 火災感知設備
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)

設計方針(影響軽減)
評価方法(影響軽減)
評価(影響軽減)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 － － －

○ 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 － － －

○ 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 － － －

○ 基本方針 基本方針 － － －

○ 基本方針 基本方針 － － －

○ －

火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁)
3時間以上の耐火能力を有する隔壁)
(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
制御建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋
関連する洞道)

－ － －

○ －

火災防護設備 火災感知設備
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)
(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
制御建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋)

－ － －

○ －

火災防護設備
(1時間耐火隔壁)
火災防護設備 火災感知設備
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備
ハロゲン化物消火設備(局所)(ケーブルトレイ消
火設備,電源盤・制御盤消火設備))
(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
制御建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋)

－ － －

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

5.火災の感知及び消火
 5.1 火災感知設備について
 5.2 消火設備について

8.火災防護計画

【5.1.2 機能設計】
(1)火災感知器

【5.2.2 機能設計】
(2) 火災発生時の煙の充満等により消火活動が困
難とならない火災区域又は火災区画

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
④その他の再処理施設に対する火災防護対策

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災防護の基本方針
　2.3 火災及び爆発の影響軽減

6. 火災及び爆発の影響軽減対策
　6.2 火災及び爆発の影響軽減のうち火災防護上
の最重要設備の系統分離

【2.3 火災及び爆発の影響軽減】
　火災及び爆発の影響軽減対策として，火災防護
上の系統分離対策について，以下の対策につい
て，説明する。
・3時間以上の耐火能力を有する隔壁等による分
離
・水平距離6ｍ以上の離隔距離の確保，火災感知
設備及び自動消火設備の設置による分離
・1時間耐火隔壁による分離，火災感知設備及び
自動消火設備の設置による分離
・中央制御室及び使用済燃料受入れ貯蔵施設の制
御室床下の影響軽減対策

【6. 火災及び爆発の影響軽減対策】
【6.1 火災及び爆発の影響軽減対策が必要な火災
区域の分離】
・3時間以上の耐火能力を有する耐火壁
　以下について耐火性能の確認方法(試験方法及
び判定基準)について説明する。
　(1) コンクリート壁
　(2) 耐火隔壁，配管及びダクト貫通部，ケーブ
ルトレイ及び電線管貫通部，防火戸，防火ダンパ
等

【6.2.2 火災防護上の最重要設備に対する系統分
離対策の基本方針】
火災防護対象機器等に対する系統分離対策の基本
方針について，以下の対策について，説明する。
・3時間以上の耐火能力を有する隔壁等による分
離による分離方法
・水平距離6m以上の離隔距離の確保，火災感知設
備及び自動消火設備の設置による分離方法
・1時間耐火隔壁による分離，火災感知設備及び
自動消火設備の設置による分離方法

第１回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

116

b.制御室床下コンクリートピットの影響軽減対策
　中央制御室の制御室床下コンクリートピットに敷設する互いに相違する
系列のケーブルに関しては， 1時間以上の耐火能力を有する分離板又は隔
壁で系列間を分離する設計とする。
　また，固有の信号を発する異なる原理の火災感知器を組み合わせて設置
し，火災の発生場所が特定できる設計とする。
　さらに，中央制御室からの手動操作により早期の起動が可能なハロゲン
化物消火設備を設置する設計とする。
　なお，火災防護上の最重要設備には該当しないが使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設の制御室についても同等の設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②
評価要求

基本方針
火災防護設備
(1時間耐火隔壁(分離板))
火災防護設備 火災感知設備
火災防護設備 消火設備
(二酸化炭素消火器
消火器)
【機能要求②】
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備(床下))

設計方針(影響軽減)
評価方法(影響軽減)
評価(影響軽減)

○ 基本方針 －

117

(3)換気設備に対する火災及び爆発の影響軽減対策
　火災区域境界を貫通する換気ダクトには3時間耐火性能を有する防火ダ
ンパを設置することで，他の区域からの火災及び爆発の影響が及ばない設
計とする。
　ただし，セルについては，放射性物質による汚染のおそれのある区域を
常時負圧にすることで閉じ込め機能を維持する動的な閉じ込め設計とする
ため，耐火壁を貫通する給気側ダクトに防火ダンパを設置し，火災及び爆
発の発生時には防火ダンパを閉止することにより，火災の影響を軽減でき
る設計とするとともに，耐火壁を貫通するセル排気側ダクトについては，
3時間以上の耐火境界となるように必要な厚さを確保した鋼板ダクトとす
る設計とする。

設置要求
機能要求①
評価要求

基本方針
換気設備
(防火ダンパ)

設計方針(影響軽減)
評価方法(影響軽減)
評価(影響軽減)

○ 基本方針 －

118

(4)火災発生時の煙に対する火災及び爆発の影響軽減対策
　運転員が駐在する中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設の制御室の火災及び爆発の発生時の煙を排気するために，建築基準法に
基づく容量の排煙設備を設置する設計とする。
　また，電気ケーブルが密集する火災区域に該当する制御室床下，引火性
液体を取り扱う非常用ディーゼル発電機室及び危険物の規制に関する政令
に規定される著しく消火困難な製造所等に該当する場所については，固定
式消火設備により，早期に消火する設計とする。

設置要求
機能要求①

基本方針
排煙設備(制御室)
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
二酸化炭素消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)

設計方針(影響軽減)

【6.3 その他の影響軽減対策】
【(2) 煙に対する火災及び爆発の影響軽減対策】
・運転員が駐在する中央制御室及び使用済み燃料
の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の火災及び爆
発の発生時の煙を排気するために，建築基準法
(建築基準法施行令第百二十六条の三)に基づく容
量の排煙設備を設置する設計とする。
・電気ケーブルや引火性液体が密集する火災区域
に該当する，制御室床下，引火性液体が密集する
非常用ディーゼル発電機室，及び危険物の規制に
関する政令に規定される著しく消火困難な製造所
等に該当する場所については，固定式消火設備を
設置することにより，煙の発生を防止する設計と
する。

○ 基本方針 －

【6.3 その他の影響軽減対策】
【(2) 煙に対する火災及び爆発の影響軽減対策】
　基本設計方針と同様の記載とし，該当する設備
が申請される回次で詳細を展開する。

119
(5)油タンクに対する火災及び爆発の影響軽減対策
　火災区域又は火災区画に設置する油タンクは，機械換気による排気又は
ベント管により屋外へ排気する設計とする。

機能要求①

基本方針
塔槽類廃ガス処理設備
換気設備
油脂類タンク(機械換気による排気又はベント管)

設計方針(影響軽減)

【6.3 その他の影響軽減対策】
【(3)油タンクに対する火災及び爆発の影響軽減
対策】
火災区域又は火災区画に設置される油タンクのう
ち，放射性物質を含まない有機溶媒等及び再処理
施設で使用する油脂類のタンクはベント管により
屋外へ排気する設計とする。
また，再処理工程で使用する放射性物質を含む有
機溶媒等のタンクは，塔槽類廃ガス処理設備に接
続し，排気する設計とする。

○ 基本方針 －

【6.3 その他の影響軽減対策】
【(3)油タンクに対する火災及び爆発の影響軽減
対策】
　基本設計方針と同様の記載とし，該当する設備
が申請される回次で詳細を展開する。

120

(6) 安全上重要な施設のケーブルに対する火災の影響軽減対策
　安全上重要な施設の異なる系統のケーブルは，IEEE384に準じて，異な
る系統のケーブルトレイ間の分離距離を水平900mm以上又は垂直1,500mm以
上，ソリッドトレイ(ふた付き)の場合は，水平25mm以上又は垂直25mm以上
とすることにより，互いに相違する系統間で影響を及ぼさない設計とす
る。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(ケーブルトレイ)

設計方針(影響軽減)

【6.3 その他の影響軽減対策】
【(4)ケーブル処理室に対する火災の影響軽減対
策】
・異なる系統のケーブルは，IEEE384 std 1992に
準じて，異なる系統のケーブルトレイ間の分離距
離を水平900mm以上又は垂直1,500mm以上，ソリッ
ドトレイ(ふた付き)の場合は，水平25mm以上及び
垂直25mm以上とすることにより，互いに相違する
系統間で影響を及ぼさない設計とする。

○
施設共通　基本設計方針
(ケーブルトレイ)

－

【6.3 その他の影響軽減対策】
【(4)ケーブル処理室に対する火災の影響軽減対
策】
　基本設計方針と同様の記載とし，該当する設備
が申請される回次で詳細を展開する。
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6. 火災及び爆発の影響軽減対策
　6.2 火災及び爆発の影響軽減のうち火災防護上
の最重要設備の系統分離
　6.3 その他の影響軽減対策

【6.2.4 制御室の系統分離対策】
・床下の系統分離対策として，1時間以上の耐火
能力を有するコンクリート梁，Ｈ型鋼，分離板
(不燃性材料又は難燃性材料)の組合せ，又はコン
クリートピットにより区割し，異なる系統のケー
ブルが混在しないように分離する設計とする。

【6.3 その他の影響軽減対策】
【(1)換気設備に対する火災及び爆発の影響軽減
対策】
・火災区域境界を貫通する換気ダクトには防火ダ
ンパを設置することで，他の区域からの火災及び
爆発の影響が及ばない設計とする。
・セルについては，放射性物質による汚染のおそ
れのある区域を常時負圧にすることで閉じ込め機
能を維持する動的な閉じ込め設計とするため，構
成する耐火壁を貫通する給気側ダクトに防火ダン
パを設置し，火災発生時には防火ダンパを閉止す
ることにより，火災の影響を軽減できる設計とす
る。
・セル排気側ダクトについては防火ダンパを設置
しない設計とするが，耐火壁を貫通するダクトに
ついては，厚さ1.5mm以上の鋼板ダクトにより，3
時間耐火境界となるよう排気系統を形成すること
から，他の火災区域又は火災区画に対する遮炎性
能を担保することができる。
・換気設備のフィルタは不燃性又は難燃性のもの
を使用する設計とする。
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6. 火災及び爆発の影響軽減対策
　6.2 火災及び爆発の影響軽減のうち火災防護上
の最重要設備の系統分離

8.火災防護計画

【6.2.4 制御室の系統分離対策】
・床下の系統分離対策として，1時間以上の耐火
能力を有するコンクリート梁，Ｈ型鋼，分離板
(不燃性材料又は難燃性材料)の組合せ，又はコン
クリートピットにより区割し，異なる系統のケー
ブルが混在しないように分離する設計とする。
・制御盤の系統分離対策として，異なる系統の制
御盤を系統別に別個の1時間以上の耐火性能を有
する不燃性の筐体で造られた盤とすることで分離
する。(特定防火設備の構造方法を定める件にお
いては，「鉄製で鉄板の厚さが一・五ミリメート
ル以上の防火戸又は防火ダンパー」としており，
鉄製で当該板厚を上回る盤の筐体についても1時
間以上の耐火性能を有している。)
・同一盤に異なる系統の回路が収納される場合
は，3.2mm以上の鉄板により，別々の区画を設
け，回路を収納することにより分離する。
さらに，鉄板により分離された異なる系統の配線
ダクトのうち，片系統の配線ダクトに火災が発生
しても，もう一方の配線に火災の影響が及ばない
ように，配線ダクト間には水平方向に30mm以上の
分離距離を確保する。
また，鋼板で覆った操作スイッチに火災が発生し
ても，その近傍の他操作スイッチに影響が及ばな
いように，垂直方向に20mm，水平方向に15mmの分
離距離を確保する。
【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
④その他の再処理施設に対する火災防護対策
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6. 火災及び爆発の影響軽減対策
　6.2 火災及び爆発の影響軽減のうち火災防護上
の最重要設備の系統分離

8.火災防護計画

【6.2.4 制御室の系統分離対策】
・床下の系統分離対策として，1時間以上の耐火
能力を有するコンクリート梁，Ｈ型鋼，分離板
(不燃性材料又は難燃性材料)の組合せ，又はコン
クリートピットにより区割し，異なる系統のケー
ブルが混在しないように分離する設計とする。
・制御盤の系統分離対策として，異なる系統の制
御盤を系統別に別個の1時間以上の耐火性能を有
する不燃性の筐体で造られた盤とすることで分離
する。(特定防火設備の構造方法を定める件にお
いては，「鉄製で鉄板の厚さが一・五ミリメート
ル以上の防火戸又は防火ダンパー」としており，
鉄製で当該板厚を上回る盤の筐体についても1時
間以上の耐火性能を有している。)
・同一盤に異なる系統の回路が収納される場合
は，3.2mm以上の鉄板により，別々の区画を設
け，回路を収納することにより分離する。
さらに，鉄板により分離された異なる系統の配線
ダクトのうち，片系統の配線ダクトに火災が発生
しても，もう一方の配線に火災の影響が及ばない
ように，配線ダクト間には水平方向に30mm以上の
分離距離を確保する。
また，鋼板で覆った操作スイッチに火災が発生し
ても，その近傍の他操作スイッチに影響が及ばな
いように，垂直方向に20mm，水平方向に15mmの分
離距離を確保する。
【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
④その他の再処理施設に対する火災防護対策
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6. 火災及び爆発の影響軽減対策
　6.3 その他の影響軽減対策
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6. 火災及び爆発の影響軽減対策
　6.3 その他の影響軽減対策
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6. 火災及び爆発の影響軽減対策
　6.2 火災及び爆発の影響軽減のうち火災防護上
の最重要設備の系統分離
　6.3 その他の影響軽減対策

【6.2.4 制御室の系統分離対策】
・床下の系統分離対策として，1時間以上の耐火
能力を有するコンクリート梁，Ｈ型鋼，分離板
(不燃性材料又は難燃性材料)の組合せ，又はコン
クリートピットにより区割し，異なる系統のケー
ブルが混在しないように分離する設計とする。

【6.3 その他の響軽減対策】
【(1)換気設備に対する火災及び爆発の影響軽減
対策】
・火災区域境界を貫通する換気ダクトには防火ダ
ンパを設置することで，他の区域からの火災及び
爆発の影響が及ばない設計とする。
・セルについては，放射性物質による汚染のおそ
れのある区域を常時負圧にすることで閉じ込め機
能を維持する動的な閉じ込め設計とするため，構
成する耐火壁を貫通する給気側ダクトに防火ダン
パを設置し，火災発生時には防火ダンパを閉止す
ることにより，火災の影響を軽減できる設計とす
る。
・セル排気側ダクトについては防火ダンパを設置
しない設計とするが，耐火壁を貫通するダクトに
ついては，厚さ1.5mm以上の鋼板ダクトにより，3
時間耐火境界となるよう排気系統を形成すること
から，他の火災区域又は火災区画に対する遮炎性
能を担保することができる。
・換気設備のフィルタは不燃性又は難燃性のもの
を使用する設計とする。
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(2)制御室の火災及び爆発の影響軽減対策
a.制御室制御盤内の火災影響軽減対策
　中央制御室に設置する火災防護上の最重要設備である制御盤及びその
ケーブルについては，火災及び爆発の影響軽減のための措置を講ずる設計
と同等の設計として，不燃性筐体による系統別の分離対策，離隔距離等に
よる分離対策，高感度煙感知器の設置，常駐する運転員による消火活動等
により，上記(1)と同等な設計とする。
　なお，火災防護上の最重要設備には該当しないが使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設の制御室についても同等の設計とする。
　制御室の制御盤は，火災及び爆発の影響軽減のための措置を講ずる設計
と同等の設計として，実証試験結果に基づき，異なる系統の制御盤を系統
別に個別の不燃性の筐体の盤とする又は同一盤に異なる系統の回路を収納
する場合は鉄板により別々の区画を設け分離するとともに，異なる系統の
配線ダクト間に分離距離を確保する設計とする。また，操作スイッチ間は
分離距離を確保する設計とする。
　制御室には，異なる原理の火災感知器を設置するとともに，制御盤内に
おける火災を速やかに感知し，安全機能への影響を防止できるよう，高感
度煙感知器を設置する設計とする。
　制御室内の火災感知器により火災を感知した場合，運転員は，制御盤周
辺に設置する消火器を用いて早期に消火を行うことを保安規定に定めて，
管理する。
　消火活動時には火災の発生箇所の特定が困難な場合も想定し，サーモグ
ラフィを配備する設計とする。

設置要求
機能要求①
運用要求

制御盤
(制御室に設置される制御盤)
火災防護設備 火災感知設備
火災防護設備
(高感度煙感知器)
施設共通　基本設計方針
火災防護設備 消火設備
(二酸化炭素消火器
消火器)
施設共通　基本設計方針
(サーモグラフィ)

設計方針(影響軽減)
基本方針(火災防護計
画)

○ 施設共通　基本設計方針 －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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別紙２－１

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
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b.制御室床下コンクリートピットの影響軽減対策
　中央制御室の制御室床下コンクリートピットに敷設する互いに相違する
系列のケーブルに関しては， 1時間以上の耐火能力を有する分離板又は隔
壁で系列間を分離する設計とする。
　また，固有の信号を発する異なる原理の火災感知器を組み合わせて設置
し，火災の発生場所が特定できる設計とする。
　さらに，中央制御室からの手動操作により早期の起動が可能なハロゲン
化物消火設備を設置する設計とする。
　なお，火災防護上の最重要設備には該当しないが使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設の制御室についても同等の設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②
評価要求

基本方針
火災防護設備
(1時間耐火隔壁(分離板))
火災防護設備 火災感知設備
火災防護設備 消火設備
(二酸化炭素消火器
消火器)
【機能要求②】
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備(床下))

設計方針(影響軽減)
評価方法(影響軽減)
評価(影響軽減)
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(3)換気設備に対する火災及び爆発の影響軽減対策
　火災区域境界を貫通する換気ダクトには3時間耐火性能を有する防火ダ
ンパを設置することで，他の区域からの火災及び爆発の影響が及ばない設
計とする。
　ただし，セルについては，放射性物質による汚染のおそれのある区域を
常時負圧にすることで閉じ込め機能を維持する動的な閉じ込め設計とする
ため，耐火壁を貫通する給気側ダクトに防火ダンパを設置し，火災及び爆
発の発生時には防火ダンパを閉止することにより，火災の影響を軽減でき
る設計とするとともに，耐火壁を貫通するセル排気側ダクトについては，
3時間以上の耐火境界となるように必要な厚さを確保した鋼板ダクトとす
る設計とする。

設置要求
機能要求①
評価要求

基本方針
換気設備
(防火ダンパ)

設計方針(影響軽減)
評価方法(影響軽減)
評価(影響軽減)
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(4)火災発生時の煙に対する火災及び爆発の影響軽減対策
　運転員が駐在する中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設の制御室の火災及び爆発の発生時の煙を排気するために，建築基準法に
基づく容量の排煙設備を設置する設計とする。
　また，電気ケーブルが密集する火災区域に該当する制御室床下，引火性
液体を取り扱う非常用ディーゼル発電機室及び危険物の規制に関する政令
に規定される著しく消火困難な製造所等に該当する場所については，固定
式消火設備により，早期に消火する設計とする。

設置要求
機能要求①

基本方針
排煙設備(制御室)
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
二酸化炭素消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)

設計方針(影響軽減)

119
(5)油タンクに対する火災及び爆発の影響軽減対策
　火災区域又は火災区画に設置する油タンクは，機械換気による排気又は
ベント管により屋外へ排気する設計とする。

機能要求①

基本方針
塔槽類廃ガス処理設備
換気設備
油脂類タンク(機械換気による排気又はベント管)

設計方針(影響軽減)

120

(6) 安全上重要な施設のケーブルに対する火災の影響軽減対策
　安全上重要な施設の異なる系統のケーブルは，IEEE384に準じて，異な
る系統のケーブルトレイ間の分離距離を水平900mm以上又は垂直1,500mm以
上，ソリッドトレイ(ふた付き)の場合は，水平25mm以上又は垂直25mm以上
とすることにより，互いに相違する系統間で影響を及ぼさない設計とす
る。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(ケーブルトレイ)

設計方針(影響軽減)
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(2)制御室の火災及び爆発の影響軽減対策
a.制御室制御盤内の火災影響軽減対策
　中央制御室に設置する火災防護上の最重要設備である制御盤及びその
ケーブルについては，火災及び爆発の影響軽減のための措置を講ずる設計
と同等の設計として，不燃性筐体による系統別の分離対策，離隔距離等に
よる分離対策，高感度煙感知器の設置，常駐する運転員による消火活動等
により，上記(1)と同等な設計とする。
　なお，火災防護上の最重要設備には該当しないが使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設の制御室についても同等の設計とする。
　制御室の制御盤は，火災及び爆発の影響軽減のための措置を講ずる設計
と同等の設計として，実証試験結果に基づき，異なる系統の制御盤を系統
別に個別の不燃性の筐体の盤とする又は同一盤に異なる系統の回路を収納
する場合は鉄板により別々の区画を設け分離するとともに，異なる系統の
配線ダクト間に分離距離を確保する設計とする。また，操作スイッチ間は
分離距離を確保する設計とする。
　制御室には，異なる原理の火災感知器を設置するとともに，制御盤内に
おける火災を速やかに感知し，安全機能への影響を防止できるよう，高感
度煙感知器を設置する設計とする。
　制御室内の火災感知器により火災を感知した場合，運転員は，制御盤周
辺に設置する消火器を用いて早期に消火を行うことを保安規定に定めて，
管理する。
　消火活動時には火災の発生箇所の特定が困難な場合も想定し，サーモグ
ラフィを配備する設計とする。

設置要求
機能要求①
運用要求

制御盤
(制御室に設置される制御盤)
火災防護設備 火災感知設備
火災防護設備
(高感度煙感知器)
施設共通　基本設計方針
火災防護設備 消火設備
(二酸化炭素消火器
消火器)
施設共通　基本設計方針
(サーモグラフィ)

設計方針(影響軽減)
基本方針(火災防護計
画)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○

火災防護設備
(1時間耐火隔壁)
火災防護設備 火災感知設備
火災防護設備 消火設備
(二酸化炭素消火器
消火器)
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

【機能要求②】
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備(床下))
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

火災防護設備
(1時間耐火隔壁(分離板))
火災防護設備 火災感知設備
火災防護設備 消火設備
(二酸化炭素消火器
消火器)
(制御建屋)

【機能要求②】
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備(床下))
(制御建屋)

－ －

＜容器＞
・容量
・本数

＜主配管＞
・外径
・厚さ

○
換気設備
(防火ダンパ)
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

換気設備
(防火ダンパ)
(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
制御建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋)

－ － －

○

排煙設備(制御室)
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
二酸化炭素消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)

排煙設備(制御室)
(制御建屋
緊急時対策建屋)
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
二酸化炭素消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)

－ － －
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6. 火災及び爆発の影響軽減対策
　6.3 その他の影響軽減対策

【6.3 その他の影響軽減対策】
【(2) 煙に対する火災及び爆発の影響軽減対策】
・運転員が駐在する中央制御室及び使用済み燃料
の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の火災及び爆
発の発生時の煙を排気するために，建築基準法
(建築基準法施行令第百二十六条の三)に基づく容
量の排煙設備を設置する設計とする。
・電気ケーブルが密集する火災区域に該当する，
制御室床下，引火性液体が密集する非常用ディー
ゼル発電機室，及び危険物の規制に関する政令に
規定される著しく消火困難な製造所等に該当する
場所については，固定式消火設備を設置すること
により，煙の発生を防止する設計とする。

○
換気設備
油脂類タンク(機械換気による排気又はベント管)
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

塔槽類廃ガス処理設備
(分離建屋
精製建屋
分析建屋)
換気設備
油脂類タンク(機械換気による排気又はベント管)
(分離建屋
非常用電源建屋
精製建屋
緊急時対策建屋)

－ － －

【6.3 その他の影響軽減対策】
【(3)油タンクに対する火災及び爆発の影響軽減
対策】
火災区域又は火災区画に設置される油タンクのう
ち，放射性物質を含まない有機溶媒等及び再処理
施設で使用する油脂類のタンクはベント管により
屋外へ排気する設計とする。
また，再処理工程で使用する放射性物質を含む有
機溶媒等のタンクは，塔槽類廃ガス処理設備に接
続し，排気する設計とする。

○
施設共通　基本設計方針
(ケーブルトレイ)
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

施設共通　基本設計方針
(ケーブルトレイ)
(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋)

－ － －

【6.3 その他の影響軽減対策】
【(4)ケーブル処理室に対する火災の影響軽減対
策】
・異なる系統のケーブルは，IEEE384 std 1992に
準じて，異なる系統のケーブルトレイ間の分離距
離を水平900mm以上又は垂直1,500mm以上，ソリッ
ドトレイ(ふた付き)の場合は，水平25mm以上及び
垂直25mm以上とすることにより，互いに相違する
系統間で影響を及ぼさない設計とする。
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6.火災及び爆発の影響軽減対策
　6.2 火災及び爆発の影響軽減のうち火災防護上
の最重要設備の系統分離

　6.3 その他の影響軽減対策
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6. 火災及び爆発の影響軽減対策
　6.2 火災及び爆発の影響軽減のうち火災防護上
の最重要設備の系統分離
　6.3 その他の影響軽減対策

－ － －

【6.2.4 制御室の系統分離対策】
・床下の系統分離対策として，1時間以上の耐火
能力を有するコンクリート梁，Ｈ型鋼，分離板
(不燃性材料又は難燃性材料)の組合せ，又はコン
クリートピットにより区割し，異なる系統のケー
ブルが混在しないように分離する設計とする。

【6.3 その他の影響軽減対策】
【(1)換気設備に対する火災及び爆発の影響軽減
対策】
・火災区域境界を貫通する換気ダクトには防火ダ
ンパを設置することで，他の区域からの火災及び
爆発の影響が及ばない設計とする。
・セルについては，放射性物質による汚染のおそ
れのある区域を常時負圧にすることで閉じ込め機
能を維持する動的な閉じ込め設計とするため，構
成する耐火壁を貫通する給気側ダクトに防火ダン
パを設置し，火災発生時には防火ダンパを閉止す
ることにより，火災の影響を軽減できる設計とす
る。
・セル排気側ダクトについては防火ダンパを設置
しない設計とするが，耐火壁を貫通するダクトに
ついては，厚さ1.5mm以上の鋼板ダクトにより，3
時間耐火境界となるよう排気系統を形成すること
から，他の火災区域又は火災区画に対する遮炎性
能を担保することができる。
・換気設備のフィルタは不燃性又は難燃性のもの
を使用する設計とする。
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6. 火災及び爆発の影響軽減対策
　6.2 火災及び爆発の影響軽減のうち火災防護上
の最重要設備の系統分離

8.火災防護計画

【6.2.4 制御室の系統分離対策】
・床下の系統分離対策として，1時間以上の耐火
能力を有するコンクリート梁，Ｈ型鋼，分離板
(不燃性材料又は難燃性材料)の組合せ，又はコン
クリートピットにより区割し，異なる系統のケー
ブルが混在しないように分離する設計とする。
・制御盤の系統分離対策として，異なる系統の制
御盤を系統別に別個の1時間以上の耐火性能を有
する不燃性の筐体で造られた盤とすることで分離
する。(特定防火設備の構造方法を定める件にお
いては，「鉄製で鉄板の厚さが一・五ミリメート
ル以上の防火戸又は防火ダンパー」としており，
鉄製で当該板厚を上回る盤の筐体についても1時
間以上の耐火性能を有している。)
・同一盤に異なる系統の回路が収納される場合
は，3.2mm以上の鉄板により，別々の区画を設
け，回路を収納することにより分離する。
さらに，鉄板により分離された異なる系統の配線
ダクトのうち，片系統の配線ダクトに火災が発生
しても，もう一方の配線に火災の影響が及ばない
ように，配線ダクト間には水平方向に30mm以上の
分離距離を確保する。
また，鋼板で覆った操作スイッチに火災が発生し
ても，その近傍の他操作スイッチに影響が及ばな
いように，垂直方向に20mm，水平方向に15mmの分
離距離を確保する。
【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
④その他の再処理施設に対する火災防護対策

制御盤
(制御室に設置される制御盤)
(制御建屋)
火災防護設備 火災感知設備
火災防護設備
(高感度煙感知器)
火災防護設備 消火設備
(二酸化炭素消火器
消火器)
施設共通　基本設計方針
(サーモグラフィ)

制御盤
(制御室に設置される制御盤)
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)
火災防護設備 火災感知設備
火災防護設備
(高感度煙感知器)
火災防護設備 消火設備
(二酸化炭素消火器
消火器)
施設共通　基本設計方針
(サーモグラフィ)

○
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

121

5.4.2 再処理施設の安全確保
(1)再処理施設の安全機能の確保対策
a. 火災区域又は火災区画に設置される不燃性材料で構成される建物・構
築物，系統及び機器を除く全機器の機能喪失を想定した設計
　再処理施設内の火災又は爆発によって，当該火災区域又は火災区画に設
置される不燃性材料で構成される建物・構築物，系統及び機器を除く全機
器の機能喪失を想定しても，火災の影響軽減のための系統分離対策等に
よって，多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を損なわれることによ
り，再処理施設の安全性が損なわれない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針
設計方針(安全確保) ○ 基本方針 －

122

b. 設計基準事故等に対処するための機器に単一故障を想定した設計
　再処理施設内の火災又は爆発によって運転時の異常な過渡変化又は設計
基準事故が発生する場合は，それらに対処するために必要な機器の単一故
障を考慮しても「5.4.1　火災及び爆発の影響軽減対策」で実施する火災
防護対策により多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うことな
く，異常状態を収束できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針
設計方針(安全確保) ○ 基本方針 －

123

(2) 火災影響評価
a. 火災区域又は火災区画に設置される不燃性材料で構成される建物・構
築物，系統及び機器を除く全機器の機能喪失を想定した設計に対する評価
　火災区域又は火災区画における設備等の設置状況を踏まえた可燃性物質
の量等を基に，想定される再処理施設内の火災又は爆発を考慮しても，安
全上重要な施設の多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を損なわれ
ず，再処理施設の安全性が損なわれないことを，火災影響評価にて確認す
る。

評価要求
施設共通　基本設計方針
(火災影響評価)

評価方法(火災影響評
価)
評価(火災影響評価)

○ 基本方針 －

124

(a) 隣接火災区域に影響を与えない火災区域に対する火災伝播評価
　当該火災区域又は火災区画内に設置する全機器の動的機能喪失を想定し
ても，再処理施設の多重化された火災防護上の最重要設備に係る機器及び
ケーブルの系統分離の火災防護対策を考慮することにより，火災防護上の
最重要設備の安全機能に影響を与えないことを確認する。
　また，火災防護上の最重要設備以外の安全上重要な施設が機能喪失する
おそれのある火災区域又は火災区画は，当該火災区域又は火災区画におけ
る最も過酷な単一の火災を想定して，火災力学ツール(以下「FDTs」とい
う。)を用いた火災影響評価を実施し，安全上重要な施設が同時に機能を
喪失しないことを確認することで，再処理施設の安全性が損なわれないこ
とを確認する。

評価要求
施設共通　基本設計方針
(火災影響評価)

基本方針
評価方法(火災影響評
価)
評価(火災影響評価)

○ 基本方針 －

125

(b) 隣接火災区域に火災の影響を与える火災区域に対する火災伝播評価
　当該火災区域又は火災区画内の火災に伴う当該火災区域又は火災区画及
び隣接火災区域又は火災区画の2区画内に設置する全機器の動的機能喪失
を想定しても，再処理施設の多重化された火災防護上の最重要設備に係る
機器及びケーブルの系統分離の火災防護対策を考慮することにより，火災
防護上の最重要設備の安全機能のうち，少なくとも一つの系統の安全機能
が確保されることを確認する。
　また，火災防護上の最重要設備以外の安全上重要な施設が機能喪失する
おそれのある隣接2区域(区画)において，当該火災区域又は火災区画にお
ける最も過酷な単一の火災を想定して，「FDTs」を用いた火災影響評価を
実施し，安全上重要な施設が同時に機能を喪失しないことを確認すること
で，再処理施設の安全性が損なわれないことを確認する。

評価要求
施設共通　基本設計方針
(火災影響評価)

評価方法(火災影響評
価)
評価(火災影響評価)

○ 基本方針 －

126

b. 設計基準事故等に対処するための機器に単一故障を想定した設計に対
する評価
　火災又は爆発によって運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発生
する可能性があるため，それらに対処するために必要な機器の単一故障を
考慮しても多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく，異
常状態を収束できることを火災影響評価にて確認する。

評価要求
施設共通　基本設計方針
(火災影響評価)

基本方針
設計方針(火災影響評
価)
評価方法(火災影響評
価)
評価(火災影響評価)
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7.再処理施設の安全確保について
　7.1火災に対する再処理施設の安全機能の確保
対策
　7.2火災影響評価

〇設計基準事項等に対処するための機器に単一故
障を想定した火災影響評価
・設計基準事故等に対処するための機器の単一故
障を考慮しても異常状態を収束できることを「内
部火災影響評価ガイド」に基づき，火災影響評価
にて確認する。

○
施設共通　基本設計方針
(火災影響評価)

－
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7.再処理施設の安全確保について
　7.1火災に対する再処理施設の安全機能の確保
対策
　7.2火災影響評価

〇設計基準事項等に対処するための機器に単一故
障を想定した火災影響評価
　基本設計方針と同様の記載とし，該当する設備
が申請される回次で詳細を展開する。

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災防護の基本方針
　2.3 火災及び爆発の影響軽減

7.再処理施設の安全確保について
　7.1火災に対する再処理施設の安全機能の確保
対策
　7.2火災影響評価

【2.3 火災及び爆発の影響軽減】
・再処理施設内の火災によって，当該火災区域又
は火災区画に設置される機器の機能喪失を想定し
ても，再処理施設の安全機能が損なわれない設計
とする。
・設計基準事故等に対処するための機器の単一故
障を考慮しても異常状態を収束できる設計とす
る。

【7.1 火災及び爆発に対する再処理施設の安全機
能の確保対策】
〇火災区域又は火災区画に設置される不燃性材料
で構成される構築物，系統及び機器を除く全機器
の機能喪失を想定した設計
・再処理施設内の火災によって，当該火災区域又
は火災区画に設置される機器の機能　喪失を想定
しても，再処理施設の安全機能が損なわれない設
計とする。
【7.2 当該火災区域における火災影響評価】
ａ．火災防護上の最重要設備
・火災区域又は火災区画内に設置する全機器の動
的機能喪失を想定しても，多重化された火災防護
上の最重要設備に係る機器及びケーブルが安全機
能に影響がないことを確認する。
・系統分離対策が講じられている場合は，安全機
能に影響がないと判断する。
ｂ．火災防護上の最重要設備以外の安重機能を有
する機器等
・火災区域又は火災区画内に設置する全機器の動
的機能喪失を想定しても，多重化された安重機能
を有する機器等に係る機器及びケーブルが安全機
能に影響がないことを確認する。
・系統分離対策が講じられている場合，又はFDTS
により，ZOI(評価項目：火炎高さ，プルーム，輻
射，高温ガス)の範囲に含まれない場合は，安全
機能に影響がないと判断する。

○隣接火災区域に影響を与える火災区域に対する
火災影響評価
ａ．火災防護上の最重要設備
・隣接区域に影響を与える火災区域・区画は，2
区画内に設置する全機器の動的機能喪失を想定し
ても，再処理施設の多重化された火災防護上の最
重要設備に係る機器及びケーブルが安全機能に影
響がないことを確認する。
・系統分離対策が講じられている場合は，安全機
能に影響がないと判断する。

ｂ．火災防護上の最重要設備以外の安重機能を有
する機器等
・火災防護上の最重要設備以外の安重機能を有す
る機器等が機能喪失するおそれのある隣接2区域
(区画)に設置する全機器の動的機能喪失を想定し
ても，多重化された安重機能を有する機器等に係
る機器及びケーブルが安全機能に影響がないこと
を確認する。
・系統分離対策が講じられている場合，又はFDTS
により，ZOI(評価項目：火炎高さ，プルーム，輻
射，高温ガス)の範囲に含まれない場合は，安全
機能に影響がないと判断する。

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災防護の基本方針
　2.3 火災及び爆発の影響軽減

7.再処理施設の安全確保について
　7.1火災に対する再処理施設の安全機能の確保
対策
　7.2火災影響評価

【2.3 火災及び爆発の影響軽減】
・再処理施設内の火災によって，当該火災区域又
は火災区画に設置される機器の機能喪失を想定し
ても，再処理施設の安全機能が損なわれない設計
とする。
・設計基準事故等に対処するための機器の単一故
障を考慮しても異常状態を収束できる設計とす
る。

【7.1 火災及び爆発に対する再処理施設の安全機
能の確保対策】
〇火災区域又は火災区画に設置される不燃性材料
で構成される構築物，系統及び機器を除く全機器
の機能喪失を想定した設計
・再処理施設内の火災によって，当該火災区域又
は火災区画に設置される機器の機能　喪失を想定
しても，再処理施設の安全機能が損なわれない設
計とする。
【7.2 当該火災区域における火災影響評価】
ａ．火災防護上の最重要設備
・火災区域又は火災区画内に設置する全機器の動
的機能喪失を想定しても，多重化された火災防護
上の最重要設備に係る機器及びケーブルが安全機
能に影響がないことを確認する。
・系統分離対策が講じられている場合は，安全機
能に影響がないと判断する。
ｂ．火災防護上の最重要設備以外の安重機能を有
する機器等
・火災区域又は火災区画内に設置する全機器の動
的機能喪失を想定しても，多重化された安重機能
を有する機器等に係る機器及びケーブルが安全機
能に影響がないことを確認する。
・系統分離対策が講じられている場合，又はFDTS
により，ZOI(評価項目：火炎高さ，プルーム，輻
射，高温ガス)の範囲に含まれない場合は，安全
機能に影響がないと判断する。

○隣接火災区域に影響を与える火災区域に対する
火災影響評価
ａ．火災防護上の最重要設備
・隣接区域に影響を与える火災区域・区画は，2
区画内に設置する全機器の動的機能喪失を想定し
ても，再処理施設の多重化された火災防護上の最
重要設備に係る機器及びケーブルが安全機能に影
響がないことを確認する。
・系統分離対策が講じられている場合は，安全機
能に影響がないと判断する。

ｂ．火災防護上の最重要設備以外の安重機能を有
する機器等
・火災防護上の最重要設備以外の安重機能を有す
る機器等が機能喪失するおそれのある隣接2区域
(区画)に設置する全機器の動的機能喪失を想定し
ても，多重化された安重機能を有する機器等に係
る機器及びケーブルが安全機能に影響がないこと
を確認する。
・系統分離対策が講じられている場合，又はFDTS
により，ZOI(評価項目：火炎高さ，プルーム，輻
射，高温ガス)の範囲に含まれない場合は，安全
機能に影響がないと判断する。

・影響評価の具体的な評価結果を説明する。

【Ⅲ-4 計算機プログラム(解析コード)の概要】
・評価で使用する計算機プログラムの概要を記載
する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

121

5.4.2 再処理施設の安全確保
(1)再処理施設の安全機能の確保対策
a. 火災区域又は火災区画に設置される不燃性材料で構成される建物・構
築物，系統及び機器を除く全機器の機能喪失を想定した設計
　再処理施設内の火災又は爆発によって，当該火災区域又は火災区画に設
置される不燃性材料で構成される建物・構築物，系統及び機器を除く全機
器の機能喪失を想定しても，火災の影響軽減のための系統分離対策等に
よって，多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を損なわれることによ
り，再処理施設の安全性が損なわれない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針
設計方針(安全確保)

122

b. 設計基準事故等に対処するための機器に単一故障を想定した設計
　再処理施設内の火災又は爆発によって運転時の異常な過渡変化又は設計
基準事故が発生する場合は，それらに対処するために必要な機器の単一故
障を考慮しても「5.4.1　火災及び爆発の影響軽減対策」で実施する火災
防護対策により多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うことな
く，異常状態を収束できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針
設計方針(安全確保)

123

(2) 火災影響評価
a. 火災区域又は火災区画に設置される不燃性材料で構成される建物・構
築物，系統及び機器を除く全機器の機能喪失を想定した設計に対する評価
　火災区域又は火災区画における設備等の設置状況を踏まえた可燃性物質
の量等を基に，想定される再処理施設内の火災又は爆発を考慮しても，安
全上重要な施設の多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を損なわれ
ず，再処理施設の安全性が損なわれないことを，火災影響評価にて確認す
る。

評価要求
施設共通　基本設計方針
(火災影響評価)

評価方法(火災影響評
価)
評価(火災影響評価)

124

(a) 隣接火災区域に影響を与えない火災区域に対する火災伝播評価
　当該火災区域又は火災区画内に設置する全機器の動的機能喪失を想定し
ても，再処理施設の多重化された火災防護上の最重要設備に係る機器及び
ケーブルの系統分離の火災防護対策を考慮することにより，火災防護上の
最重要設備の安全機能に影響を与えないことを確認する。
　また，火災防護上の最重要設備以外の安全上重要な施設が機能喪失する
おそれのある火災区域又は火災区画は，当該火災区域又は火災区画におけ
る最も過酷な単一の火災を想定して，火災力学ツール(以下「FDTs」とい
う。)を用いた火災影響評価を実施し，安全上重要な施設が同時に機能を
喪失しないことを確認することで，再処理施設の安全性が損なわれないこ
とを確認する。

評価要求
施設共通　基本設計方針
(火災影響評価)

基本方針
評価方法(火災影響評
価)
評価(火災影響評価)

125

(b) 隣接火災区域に火災の影響を与える火災区域に対する火災伝播評価
　当該火災区域又は火災区画内の火災に伴う当該火災区域又は火災区画及
び隣接火災区域又は火災区画の2区画内に設置する全機器の動的機能喪失
を想定しても，再処理施設の多重化された火災防護上の最重要設備に係る
機器及びケーブルの系統分離の火災防護対策を考慮することにより，火災
防護上の最重要設備の安全機能のうち，少なくとも一つの系統の安全機能
が確保されることを確認する。
　また，火災防護上の最重要設備以外の安全上重要な施設が機能喪失する
おそれのある隣接2区域(区画)において，当該火災区域又は火災区画にお
ける最も過酷な単一の火災を想定して，「FDTs」を用いた火災影響評価を
実施し，安全上重要な施設が同時に機能を喪失しないことを確認すること
で，再処理施設の安全性が損なわれないことを確認する。

評価要求
施設共通　基本設計方針
(火災影響評価)

評価方法(火災影響評
価)
評価(火災影響評価)

126

b. 設計基準事故等に対処するための機器に単一故障を想定した設計に対
する評価
　火災又は爆発によって運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発生
する可能性があるため，それらに対処するために必要な機器の単一故障を
考慮しても多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく，異
常状態を収束できることを火災影響評価にて確認する。

評価要求
施設共通　基本設計方針
(火災影響評価)

基本方針
設計方針(火災影響評
価)
評価方法(火災影響評
価)
評価(火災影響評価)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ 基本方針 基本方針 － － －

○ 基本方針 基本方針 － － －

○
施設共通　基本設計方針
(火災影響評価)

施設共通　基本設計方針
(火災影響評価)

－ － －

○
施設共通　基本設計方針
(火災影響評価)

施設共通　基本設計方針
(火災影響評価)

－ － －

○
施設共通　基本設計方針
(火災影響評価)

施設共通　基本設計方針
(火災影響評価)

－ － －

○
施設共通　基本設計方針
(火災影響評価)

施設共通　基本設計方針
(火災影響評価)

－ － －

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

7.再処理施設の安全確保について
　7.1火災に対する再処理施設の安全機能の確保
対策
　7.2火災影響評価

〇設計基準事項等に対処するための機器に単一故
障を想定した火災影響評価
・設計基準事故等に対処するための機器の単一故
障を考慮しても異常状態を収束できることを「内
部火災影響評価ガイド」に基づき，火災影響評価
にて確認する。

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災防護の基本方針
　2.3 火災及び爆発の影響軽減

7.再処理施設の安全確保について
　7.1火災に対する再処理施設の安全機能の確保
対策
　7.2火災影響評価

【2.3 火災及び爆発の影響軽減】
・再処理施設内の火災によって，当該火災区域又
は火災区画に設置される機器の機能喪失を想定し
ても，再処理施設の安全機能が損なわれない設計
とする。
・設計基準事故等に対処するための機器の単一故
障を考慮しても異常状態を収束できる設計とす
る。

【7.1 火災及び爆発に対する再処理施設の安全機
能の確保対策】
〇火災区域又は火災区画に設置される不燃性材料
で構成される構築物，系統及び機器を除く全機器
の機能喪失を想定した設計
・再処理施設内の火災によって，当該火災区域又
は火災区画に設置される機器の機能　喪失を想定
しても，再処理施設の安全機能が損なわれない設
計とする。
【7.2 当該火災区域における火災影響評価】
ａ．火災防護上の最重要設備
・火災区域又は火災区画内に設置する全機器の動
的機能喪失を想定しても，多重化された火災防護
上の最重要設備に係る機器及びケーブルが安全機
能に影響がないことを確認する。
・系統分離対策が講じられている場合は，安全機
能に影響がないと判断する。
ｂ．火災防護上の最重要設備以外の安重機能を有
する機器等
・火災区域又は火災区画内に設置する全機器の動
的機能喪失を想定しても，多重化された安重機能
を有する機器等に係る機器及びケーブルが安全機
能に影響がないことを確認する。
・系統分離対策が講じられている場合，又はFDTS
により，ZOI(評価項目：火炎高さ，プルーム，輻
射，高温ガス)の範囲に含まれない場合は，安全
機能に影響がないと判断する。

○隣接火災区域に影響を与える火災区域に対する
火災影響評価
ａ．火災防護上の最重要設備
・隣接区域に影響を与える火災区域・区画は，2
区画内に設置する全機器の動的機能喪失を想定し
ても，再処理施設の多重化された火災防護上の最
重要設備に係る機器及びケーブルが安全機能に影
響がないことを確認する。
・系統分離対策が講じられている場合は，安全機
能に影響がないと判断する。

ｂ．火災防護上の最重要設備以外の安重機能を有
する機器等
・火災防護上の最重要設備以外の安重機能を有す
る機器等が機能喪失するおそれのある隣接2区域
(区画)に設置する全機器の動的機能喪失を想定し
ても，多重化された安重機能を有する機器等に係
る機器及びケーブルが安全機能に影響がないこと
を確認する。
・系統分離対策が講じられている場合，又はFDTS
により，ZOI(評価項目：火炎高さ，プルーム，輻
射，高温ガス)の範囲に含まれない場合は，安全
機能に影響がないと判断する。

・影響評価の具体的な評価結果を説明する。

【Ⅲ-4 計算機プログラム(解析コード)の概要】
・評価で使用する計算機プログラムの概要を記載
する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

127

第2章　個別項目
7.3　 その他の主要な事項
7.3.3 　火災防護設備
　火災防護設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通
項目の「2.地盤」，「3.自然現象等」，「5.火災等による損傷の防止」，
「6.再処理施設内における溢水による損傷の防止」，「7.再処理施設内に
おける化学薬品の漏えいによる損傷の防止」及び「9.設備に対する要求」
に基づくものとする。

冒頭宣言 － － － － ○ － － － －

128

　火災防護設備は，火災区域構造物及び火災区画構造物，火災感知設備，
消火設備並びに火災影響軽減設備で構成する。
　火災防護設備の基本設計方針については，安全機能を有する施設が，火
災又は爆発により再処理施設の安全性が損なわれないよう，火災及び爆発
の発生を防止し，早期に火災発生を感知し消火を行い，かつ，火災及び爆
発の影響を軽減するために，火災防護上重要な機器等を設置する火災区域
及び火災区画に対して，火災防護対策を講ずる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ○ 基本方針 －

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

1．概要
2.火災防護の基本方針
　2.1 火災及び爆発の発生防止
　2.2 火災の感知及び消火
　2.3 火災及び爆発の影響軽減

【2.火災防護の基本方針】
〇安全機能を有する施設に対する火災防護の基本
方針
・安全機能を有する施設は，火災又は爆発により
再処理施設の安全性が損なわれないよう，火災及
び爆発の発生防止，火災の感知及び消火，火災及
び爆発の影響軽減(火災及び爆発の影響軽減対
策，火災影響評価)等に係る基本方針について説
明する。
・安全機能を有する施設に対する火災防護設備
は，火災発生防止設備，火災感知設備，消火設
備，火災影響軽減設備にて構成する。

129

　また，重大事故等対処施設が，火災又は爆発により重大事故等に対処す
るために必要な機能が損なわれないよう，火災及び爆発の発生を防止し，
早期に火災発生を感知し消火を行うために，重大事故等対処施設を設置す
る火災区域及び火災区画に対して，火災防護対策を講ずる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

130 　火災区域構造物及び火災区画構造物，火災感知設備，消火設備並びに火
災及び爆発の影響軽減設備については，以下の設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ○ 基本方針 －

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
2.火災防護の基本方針

【火災及び爆発の防止に関する基本方針】
・安全機能を有する施設に対する火災防護設備
は，火災発生防止設備，火災感知設備，消火設
備，火災影響軽減設備にて構成する。

131

(1)　火災区域構造物及び火災区画構造物
　火災区域は，第1章　共通項目の「5.1.1安全機能を有する施設」及び
「5.1.2 重大事故等対処施設」に示す耐火壁により隣接する他の火災区域
と分離する設計とする。
　火災区画は，第1章　共通項目の「5.1.1安全機能を有する施設」及び
「5.1.2 重大事故等対処施設」に示す耐火壁，離隔距離及び系統分離状況
に応じて火災区域を細分化する設計とする。

設置要求
機能要求②

基本方針
施設共通　基本設計方針
(耐火シール，防火戸，防火ダンパ)
【機能要求②】
火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))

設計方針(火災区域の設
定)
設計方針(影響軽減)

○ 基本方針 －

132

　このうち，火災区域は，3時間以上の耐火能力を有する耐火壁として，3
時間耐火に設計上必要な150mm以上の壁厚を有するコンクリート壁や火災
耐久試験により3時間以上の耐火能力を有する耐火壁により隣接する他の
火災区域と分離する。

設置要求
機能要求②

基本方針
施設共通　基本設計方針
(耐火シール，防火戸，防火ダンパ)
【機能要求②】
火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))

設計方針(火災区域の設
定)
設計方針(影響軽減)

○ 基本方針 －

133
　また，重大事故等対処施設を設置する火災区域は，3時間以上の耐火能
力を有する耐火壁により隣接する他の火災区域と分離する。

設置要求
機能要求②

施設共通　基本設計方針
(耐火シール，防火戸，防火ダンパ)
【機能要求②】
火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))

設計方針(火災区域の設
定)
設計方針(影響軽減)

－ － － － －

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

6. 火災及び爆発の影響軽減対策
　6.1 火災及び爆発の影響軽減対策が必要な火災
区域の分離

Ⅵ-2-4　配置図

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

1．概要
2.火災防護の基本方針
　2.1 火災及び爆発の発生防止
　2.2 火災の感知及び消火
　2.3 火災及び爆発の影響軽減

【2.火災防護の基本方針】
〇安全機能を有する施設に対する火災防護の基本
方針
・安全機能を有する施設は，火災又は爆発により
再処理施設の安全性が損なわれないよう，火災及
び爆発の発生防止，火災の感知及び消火，火災及
び爆発の影響軽減(火災及び爆発の影響軽減対
策，火災影響評価)等に係る基本方針について説
明する。
・安全機能を有する施設に対する火災防護設備
は，火災発生防止設備，火災感知設備，消火設
備，火災影響軽減設備にて構成する。

〇重大事故等対処施設に対する火災防護の基本方
針
・重大事故等対処施設は，重大事故等に対処する
ために必要な機能が損なわれないよう，重大事故
等対処施設を設置する火災区域及び火災区画に対
して火災防護対策を講ずる。
・重大事故等対処施設に対する火災防護設備は，
火災発生防止設備，火災感知設備，消火設備で構
成する。

【6. 火災及び爆発の影響軽減】
【6.1 火災及び爆発の影響軽減対策が必要な火災
区域の分離】
〇3時間以上の耐火能力を有する耐火壁
　以下について耐火性能の確認方法(試験方法及
び判定基準)について説明する。
　(1) コンクリート壁
　(2) 耐火隔壁，配管及びダクト貫通部，ケーブ
ルトレイ及び電線管貫通部，防火戸，防火ダンパ
等

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

6. 火災及び爆発の影響軽減対策
　6.1 火災及び爆発の影響軽減対策が必要な火災
区域の分離

【6. 火災及び爆発の影響軽減】
【6.1 火災及び爆発の影響軽減対策が必要な火災
区域の分離】
〇3時間以上の耐火能力を有する耐火壁
　以下について耐火性能の確認方法(試験方法及
び判定基準)について説明する。
　(1) コンクリート壁
　(2) 耐火隔壁，配管及びダクト貫通部，ケーブ
ルトレイ及び電線管貫通部，防火戸，防火ダンパ
等

318



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

127

第2章　個別項目
7.3　 その他の主要な事項
7.3.3 　火災防護設備
　火災防護設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通
項目の「2.地盤」，「3.自然現象等」，「5.火災等による損傷の防止」，
「6.再処理施設内における溢水による損傷の防止」，「7.再処理施設内に
おける化学薬品の漏えいによる損傷の防止」及び「9.設備に対する要求」
に基づくものとする。

冒頭宣言 － －

128

　火災防護設備は，火災区域構造物及び火災区画構造物，火災感知設備，
消火設備並びに火災影響軽減設備で構成する。
　火災防護設備の基本設計方針については，安全機能を有する施設が，火
災又は爆発により再処理施設の安全性が損なわれないよう，火災及び爆発
の発生を防止し，早期に火災発生を感知し消火を行い，かつ，火災及び爆
発の影響を軽減するために，火災防護上重要な機器等を設置する火災区域
及び火災区画に対して，火災防護対策を講ずる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

129

　また，重大事故等対処施設が，火災又は爆発により重大事故等に対処す
るために必要な機能が損なわれないよう，火災及び爆発の発生を防止し，
早期に火災発生を感知し消火を行うために，重大事故等対処施設を設置す
る火災区域及び火災区画に対して，火災防護対策を講ずる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

130 　火災区域構造物及び火災区画構造物，火災感知設備，消火設備並びに火
災及び爆発の影響軽減設備については，以下の設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

131

(1)　火災区域構造物及び火災区画構造物
　火災区域は，第1章　共通項目の「5.1.1安全機能を有する施設」及び
「5.1.2 重大事故等対処施設」に示す耐火壁により隣接する他の火災区域
と分離する設計とする。
　火災区画は，第1章　共通項目の「5.1.1安全機能を有する施設」及び
「5.1.2 重大事故等対処施設」に示す耐火壁，離隔距離及び系統分離状況
に応じて火災区域を細分化する設計とする。

設置要求
機能要求②

基本方針
施設共通　基本設計方針
(耐火シール，防火戸，防火ダンパ)
【機能要求②】
火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))

設計方針(火災区域の設
定)
設計方針(影響軽減)

132

　このうち，火災区域は，3時間以上の耐火能力を有する耐火壁として，3
時間耐火に設計上必要な150mm以上の壁厚を有するコンクリート壁や火災
耐久試験により3時間以上の耐火能力を有する耐火壁により隣接する他の
火災区域と分離する。

設置要求
機能要求②

基本方針
施設共通　基本設計方針
(耐火シール，防火戸，防火ダンパ)
【機能要求②】
火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))

設計方針(火災区域の設
定)
設計方針(影響軽減)

133
　また，重大事故等対処施設を設置する火災区域は，3時間以上の耐火能
力を有する耐火壁により隣接する他の火災区域と分離する。

設置要求
機能要求②

施設共通　基本設計方針
(耐火シール，防火戸，防火ダンパ)
【機能要求②】
火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))

設計方針(火災区域の設
定)
設計方針(影響軽減)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 基本方針 － － －

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

1．概要
2.火災防護の基本方針
　2.1 火災及び爆発の発生防止
　2.2 火災の感知，消火
　2.3 火災及び爆発の影響軽減

【2.火災防護の基本方針】
〇重大事故等対処施設に対する火災防護の基本方
針
・重大事故等対処施設は，重大事故等に対処する
ために必要な機能が損なわれないよう，重大事故
等対処施設を設置する火災区域及び火災区画に対
して火災防護対策を講ずる。
・重大事故等対処施設に対する火災防護設備は，
火災発生防止設備，火災感知設備，消火設備で構
成する。

○

施設共通　基本設計方針
(耐火シール，防火戸，防火ダンパ)
【機能要求②】
火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
第1非常用ディーゼル発電設備重油タンク室
使用済燃料輸送容器管理建屋
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋)

施設共通　基本設計方針
(耐火シール，防火戸，防火ダンパ)

【機能要求②】
火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))
(低レベル廃棄物処理建屋,第２低レベル廃棄物貯
蔵建屋,関連する洞道,前処理建屋,分離建屋,ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋,非常用電源建屋,
第１保管庫・貯水所,第２保管庫・貯水所,高レベ
ル廃液ガラス固化建屋,精製建屋,低レベル廃液処
理建屋,ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建屋,制御建屋,分析建
屋,出入管理建屋,主排気筒管理建屋,緊急時対策
建屋,ウラン脱硝建屋,ｳﾗﾝ酸化物貯蔵建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟ
ﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋,ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟ
ｲｽﾞﾝ処理建屋,第1軽油貯槽,第2軽油貯槽,重油貯
槽,関連する洞道)

－ －

＜火災区域構造
物＞
・主要寸法
・材料

○

施設共通　基本設計方針
(耐火シール，防火戸，防火ダンパ)
【機能要求②】
火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
第1非常用ディーゼル発電設備重油タンク室
使用済燃料輸送容器管理建屋
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋
)

施設共通　基本設計方針
(耐火シール，防火戸，防火ダンパ)

【機能要求②】
火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))
(低レベル廃棄物処理建屋,第２低レベル廃棄物貯
蔵建屋,関連する洞道,前処理建屋,分離建屋,ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋,非常用電源建屋,
第１保管庫・貯水所,第２保管庫・貯水所,高レベ
ル廃液ガラス固化建屋,精製建屋,低レベル廃液処
理建屋,ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建屋,制御建屋,分析建
屋,出入管理建屋,主排気筒管理建屋,緊急時対策
建屋,ウラン脱硝建屋,ｳﾗﾝ酸化物貯蔵建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟ
ﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋,ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟ
ｲｽﾞﾝ処理建屋,第1軽油貯槽,第2軽油貯槽,重油貯
槽,関連する洞道)

－ －

＜火災区域構造
物＞
・主要寸法
・材料

施設共通　基本設計方針
(耐火シール，防火戸，防火ダンパ)
【機能要求②】
火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

施設共通　基本設計方針
(耐火シール，防火戸，防火ダンパ)
【機能要求②】
火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))
(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
第１保管庫・貯水所
第２保管庫・貯水所
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋
緊急時対策建屋
関連する洞道)

－ －

＜火災区域構造
物＞
・主要寸法
・材料

【6. 火災及び爆発の影響軽減対策】
【6.1 火災及び爆発の影響軽減対策が必要な火災
区域の分離】
〇3時間以上の耐火能力を有する耐火壁
　以下について耐火性能の確認方法(試験方法及
び判定基準)について説明する。
　(1) コンクリート壁
　(2) 耐火隔壁，配管及びダクト貫通部，ケーブ
ルトレイ及び電線管貫通部，防火戸，防火ダンパ
等

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

6. 火災及び爆発の影響軽減対策
　6.1 火災及び爆発の影響軽減対策が必要な火災
区域の分離

Ⅵ-2-4　配置図
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

134

(2)　火災感知設備
　火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する火災区域又
は火災区画の火災感知器の型式は，放射線，取付面高さ，温度，湿度，空
気流等の環境条件及び予想される火災の性質を考慮して選定するととも
に，火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類の火災感
知器として，アナログ式煙感知器及びアナログ式熱感知器の組合せを基本
として設置する設計とする。
　屋内において取り付け面高さが熱感知器又は煙感知器の上限を超える場
合及び外気取入口など気流の影響等を受ける場合は，アナログ式の感知器
(煙又は熱)と非アナログ式の炎感知器を組み合わせて設置する設計とす
る。屋外構築物の監視に当たっては，アナログ式の感知器の設置が適さな
いことから，非アナログ式の炎感知器及び非アナログ式の熱感知カメラを
組み合わせて設置する設計とする。
　また，発火性又は引火性の雰囲気を形成するおそれのある場所について
は，防爆型のアナログ式の熱感知器(熱電対)に加え，防爆型の非アナログ
式の炎感知器を設置する設計とする。

設置要求
機能要求①

基本方針
火災防護設備 火災感知設備
(煙感知器，熱感知器，熱感知器(熱電対,熱電対
(防爆型))，熱感知器(光ファイバー)，炎感知
器，炎感知器(赤外線式(防水型，防爆型))，熱感
知カメラ(サーモカメラ)，火災受信器盤)

設計方針(火災の感知) ○

基本方針
火災防護設備 火災感知設備
(炎感知器(赤外線式(防水型)，熱感知カメラ
(サーモカメラ))
(安全冷却水冷却塔)

－

135

　非アナログ式の火災感知器は，環境条件等を考慮することにより誤作動
を防止する設計とする。
　非アナログ式の炎感知器及び非アナログ式の熱感知カメラを設置する場
合は，それぞれの監視範囲に火災の感知に影響を及ぼす死角がないように
設置する設計とする。
　非アナログ式の炎感知器を屋内に設置する場合は，誤動作防止対策のた
め，外光が当たらず，高温物体が近傍にない箇所に設置する設計とする。
　非アナログ式の炎感知器及び非アナログ式の熱感知カメラを屋外に設置
する場合は，屋外型を採用するとともに，必要に応じて太陽光の影響を防
ぐ遮光板を設置する設計とする。

設置要求
機能要求①

基本方針
火災防護設備 火災感知設備
(炎感知器(赤外線式(防水型)，熱感知カメラ
(サーモカメラ))

設計方針(火災の感知) ○

基本方針
火災防護設備 火災感知設備
(炎感知器(赤外線式(防水型)，熱感知カメラ
(サーモカメラ))
(安全冷却水冷却塔)

－

136
　消防法施行令及び消防法施行規則において火災感知器の設置が除外され
る区域についても，火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設が火
災による影響を考慮すべき場合には火災感知器を設置する設計とする。

設置要求
機能要求①

基本方針
火災防護設備 火災感知設備
(煙感知器，熱感知器，熱感知器(熱電対,熱電対
(防爆型))，熱感知器(光ファイバー)，炎感知
器，炎感知器(赤外線式(防水型，防爆型))，熱感
知カメラ(サーモカメラ)，火災受信器盤)

設計方針(火災の感知) ○

基本方針
火災防護設備 火災感知設備
(炎感知器(赤外線式(防水型)，熱感知カメラ
(サーモカメラ))
(安全冷却水冷却塔)

－

137

　火災感知器については消防法施行規則第二十三条第4項に従い設置する
設計とする。
　また，環境条件等から消防法上の火災感知器の設置が困難となり，感知
器と同等の機能を有する機器を使用する場合においては，同項において求
める火災区域内の感知器の網羅性及び火災報知設備の感知器及び発信機に
係る技術上の規格を定める省令第十二条～第十八条までに定める感知性能
と同等以上の方法により設置する設計とする。

設置要求
機能要求①

基本方針
火災防護設備 火災感知設備
(煙感知器，熱感知器，熱感知器(熱電対,熱電対
(防爆型))，熱感知器(光ファイバー)，炎感知
器，炎感知器(赤外線式(防水型，防爆型))，熱感
知カメラ(サーモカメラ)，火災受信器盤)

設計方針(火災の感知) ○

基本方針
火災防護設備 火災感知設備
(炎感知器(赤外線式(防水型)，熱感知カメラ
(サーモカメラ))
(安全冷却水冷却塔)

－

138

　ただし，火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する火
災区域又は火災区画のうち，コンクリート製の構造物や金属製の配管，タ
ンク等のみで構成する機器等を設置する火災区域又は火災区画は，火災の
影響により機能を喪失するおそれがないことから，固有の信号を発する異
なる種類の火災感知器の組合せは行わず，消防法に基づいた設計とする。

設置要求
基本方針
火災防護設備 火災感知設備
(煙感知器，熱感知器，火災受信器盤)

設計方針(火災の感知) ○ 基本方針 －

139

　また，通常作業時に人の立入りがなく可燃性物質がない区域，通常作業
時に人の立入りがなく少量の可燃性物質の取扱いはあるが取扱いの状況を
踏まえると火災のおそれがない区域又は可燃性物質の取扱いはあるが火災
感知器によらない設備により検出方法の多様性を確保し，火災発生の前後
において有効に火災等を検出できる区域は火災感知器を設置しない設計と
する。

設置要求
機能要求①

基本方針
計測制御設備
ITVカメラ

設計方針(火災の感知) ○ 基本方針 －

140
　火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設
備は，外部電源喪失時にも火災の感知が可能となるよう,蓄電池を設け，
火災感知の機能を失わないよう電源を確保する設計とする。

設置要求
基本方針
火災防護設備 火災感知設備
(火災受信器盤)

設計方針(火災の感知) ○

基本方針

(火災防護設備 火災感知設備(火災受信器盤)は最
終回次に申請する。)

－

141
　また，火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画の火災
感知設備については，火災防護上重要な機器等の耐震重要度分類に応じ
て，非常用母線又は運転予備用母線から給電する設計とする。

機能要求①

基本方針
火災防護設備 火災感知設備
(火災受信器盤)
電気設備

設計方針(火災の感知) ○

基本方針

(火災防護設備 火災感知設備(火災受信器盤)，電
気設備は最終回次に申請する。)

－

142

　重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備
は，外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機の多重故障(以下「全交流
動力電源喪失」という。)時にも火災の感知が可能となるよう,蓄電池を設
け，火災感知の機能を失わないよう電源を確保する設計とする。

設置要求
火災防護設備 火災感知設備
(火災受信器盤)

設計方針(火災の感知) － － － － －

143

　また，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知
設備については，重大事故等対処施設の設備分類に応じて，各建屋の可搬
型発電機等，非常用母線又は運転予備用電源若しくは緊急時対策建屋用発
電機から給電する設計とする。

機能要求①
火災防護設備 火災感知設備
(火災受信器盤)
電気設備

設計方針(火災の感知) － － － － －

【5.1.2 機能設計】
【(3)火災感知設備の電源確保】
・重大事故等対処施設の設備分類に応じて，各建
屋の可搬型発電機等，非常用母線又は運転予備用
電源若しくは緊急時対策建屋用発電機から給電す
る設計とする。

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
 5.1火災感知設備について

【5.1.2 機能設計】
【(1)火災感知器】
a.火災感知器の設置条件
・火災感知器の型式は，早期に火災を感知するた
め，環境条件及び予想される火災の性質を考慮し
て選定する。
・設置場所に対応する適切な火災感知器の種類を
消防法に準じて選定する設計とする。
・環境条件等から消防法上の火災感知器の設置が
困難となり，感知器と同等の機能を有する機器を
使用する場合においては，消防法施行規則におい
て求める感知器の網羅性，及び火災報知設備の感
知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令
第十二条～第十八条までに定める感知性能と同等
以上の方法により設置する設計とする。

b.火災感知器の種類
・火災感知設備の火災感知器は，平常時の状況
(温度，煙濃度)を監視し，火災現象(急激な温度
や煙濃度の上昇)を把握することができるアナロ
グ式の煙感知器，アナログ式の熱感知器を異なる
種類の感知器を組み合わせて火災を早期に感知す
ることを基本として，火災区域又は火災区画に設
置する設計とする。
・火災感知器の取付条件によってはアナログ式の
火災感知器の設置が技術的に困難な場合は，非ア
ナログ式の感知器を選定する。
・非アナログ式の感知器を設置する区域について
説明。

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
 5.1火災感知設備について

【5.1.2 機能設計】
【(1)火災感知器】
a.火災感知器の設置条件
・火災感知器の型式は，早期に火災を感知するた
め，環境条件及び予想される火災の性質を考慮し
て選定する。
・設置場所に対応する適切な火災感知器の種類を
消防法に準じて選定する設計とする。
・環境条件等から消防法上の火災感知器の設置が
困難となり，感知器と同等の機能を有する機器を
使用する場合においては，消防法施行規則におい
て求める感知器の網羅性，及び火災報知設備の感
知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令
第十二条～第十八条までに定める感知性能と同等
以上の方法により設置する設計とする。

b.火災感知器の種類
・火災感知設備の火災感知器は，平常時の状況
(温度，煙濃度)を監視し，火災現象(急激な温度
や煙濃度の上昇)を把握することができるアナロ
グ式の煙感知器，アナログ式の熱感知器を異なる
種類の感知器を組み合わせて火災を早期に感知す
ることを基本として，火災区域又は火災区画に設
置する設計とする。
・火災感知器の取付条件によってはアナログ式の
火災感知器の設置が技術的に困難な場合は，非ア
ナログ式の感知器を選定する。
・非アナログ式の感知器を設置する区域について
説明。

【(3)火災感知設備の電源確保】
・外部電源喪失時においても火災の感知が可能と
なるよう，蓄電池を設ける設計とする。
・火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又
は火災区画に対して多様化する火災感知器設備に
ついては，感知の対象とする設備の耐震重要度分
類に応じて非常用母線又は運転予備用母線から給
電する設計とする。
・火災防護上重要な機器等の耐震重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類に応じて，各建屋
の可搬型発電機等，非常用母線又は運転予備用電
源若しくは緊急時対策建屋用発電機から給電する
設計とする。

【(3)火災感知設備の電源確保】
・外部電源喪失時においても火災の感知が可能と
なるよう，蓄電池を設ける設計とする。
・火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又
は火災区画に対して多様化する火災感知器設備に
ついては，感知の対象とする設備の耐震重要度分
類に応じて非常用母線又は運転予備用母線から給
電する設計とする。
・火災防護上重要な機器等の耐震重要度分類に応
じて，非常用母線又は運転予備用電源から給電す
る設計とする。

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
 5.1火災感知設備について

8. 火災防護計画

320
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134

(2)　火災感知設備
　火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する火災区域又
は火災区画の火災感知器の型式は，放射線，取付面高さ，温度，湿度，空
気流等の環境条件及び予想される火災の性質を考慮して選定するととも
に，火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類の火災感
知器として，アナログ式煙感知器及びアナログ式熱感知器の組合せを基本
として設置する設計とする。
　屋内において取り付け面高さが熱感知器又は煙感知器の上限を超える場
合及び外気取入口など気流の影響等を受ける場合は，アナログ式の感知器
(煙又は熱)と非アナログ式の炎感知器を組み合わせて設置する設計とす
る。屋外構築物の監視に当たっては，アナログ式の感知器の設置が適さな
いことから，非アナログ式の炎感知器及び非アナログ式の熱感知カメラを
組み合わせて設置する設計とする。
　また，発火性又は引火性の雰囲気を形成するおそれのある場所について
は，防爆型のアナログ式の熱感知器(熱電対)に加え，防爆型の非アナログ
式の炎感知器を設置する設計とする。

設置要求
機能要求①

基本方針
火災防護設備 火災感知設備
(煙感知器，熱感知器，熱感知器(熱電対,熱電対
(防爆型))，熱感知器(光ファイバー)，炎感知
器，炎感知器(赤外線式(防水型，防爆型))，熱感
知カメラ(サーモカメラ)，火災受信器盤)

設計方針(火災の感知)

135

　非アナログ式の火災感知器は，環境条件等を考慮することにより誤作動
を防止する設計とする。
　非アナログ式の炎感知器及び非アナログ式の熱感知カメラを設置する場
合は，それぞれの監視範囲に火災の感知に影響を及ぼす死角がないように
設置する設計とする。
　非アナログ式の炎感知器を屋内に設置する場合は，誤動作防止対策のた
め，外光が当たらず，高温物体が近傍にない箇所に設置する設計とする。
　非アナログ式の炎感知器及び非アナログ式の熱感知カメラを屋外に設置
する場合は，屋外型を採用するとともに，必要に応じて太陽光の影響を防
ぐ遮光板を設置する設計とする。

設置要求
機能要求①

基本方針
火災防護設備 火災感知設備
(炎感知器(赤外線式(防水型)，熱感知カメラ
(サーモカメラ))

設計方針(火災の感知)

136
　消防法施行令及び消防法施行規則において火災感知器の設置が除外され
る区域についても，火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設が火
災による影響を考慮すべき場合には火災感知器を設置する設計とする。

設置要求
機能要求①

基本方針
火災防護設備 火災感知設備
(煙感知器，熱感知器，熱感知器(熱電対,熱電対
(防爆型))，熱感知器(光ファイバー)，炎感知
器，炎感知器(赤外線式(防水型，防爆型))，熱感
知カメラ(サーモカメラ)，火災受信器盤)

設計方針(火災の感知)

137

　火災感知器については消防法施行規則第二十三条第4項に従い設置する
設計とする。
　また，環境条件等から消防法上の火災感知器の設置が困難となり，感知
器と同等の機能を有する機器を使用する場合においては，同項において求
める火災区域内の感知器の網羅性及び火災報知設備の感知器及び発信機に
係る技術上の規格を定める省令第十二条～第十八条までに定める感知性能
と同等以上の方法により設置する設計とする。

設置要求
機能要求①

基本方針
火災防護設備 火災感知設備
(煙感知器，熱感知器，熱感知器(熱電対,熱電対
(防爆型))，熱感知器(光ファイバー)，炎感知
器，炎感知器(赤外線式(防水型，防爆型))，熱感
知カメラ(サーモカメラ)，火災受信器盤)

設計方針(火災の感知)

138

　ただし，火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する火
災区域又は火災区画のうち，コンクリート製の構造物や金属製の配管，タ
ンク等のみで構成する機器等を設置する火災区域又は火災区画は，火災の
影響により機能を喪失するおそれがないことから，固有の信号を発する異
なる種類の火災感知器の組合せは行わず，消防法に基づいた設計とする。

設置要求
基本方針
火災防護設備 火災感知設備
(煙感知器，熱感知器，火災受信器盤)

設計方針(火災の感知)

139

　また，通常作業時に人の立入りがなく可燃性物質がない区域，通常作業
時に人の立入りがなく少量の可燃性物質の取扱いはあるが取扱いの状況を
踏まえると火災のおそれがない区域又は可燃性物質の取扱いはあるが火災
感知器によらない設備により検出方法の多様性を確保し，火災発生の前後
において有効に火災等を検出できる区域は火災感知器を設置しない設計と
する。

設置要求
機能要求①

基本方針
計測制御設備
ITVカメラ

設計方針(火災の感知)

140
　火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設
備は，外部電源喪失時にも火災の感知が可能となるよう,蓄電池を設け，
火災感知の機能を失わないよう電源を確保する設計とする。

設置要求
基本方針
火災防護設備 火災感知設備
(火災受信器盤)

設計方針(火災の感知)

141
　また，火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画の火災
感知設備については，火災防護上重要な機器等の耐震重要度分類に応じ
て，非常用母線又は運転予備用母線から給電する設計とする。

機能要求①

基本方針
火災防護設備 火災感知設備
(火災受信器盤)
電気設備

設計方針(火災の感知)

142

　重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備
は，外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機の多重故障(以下「全交流
動力電源喪失」という。)時にも火災の感知が可能となるよう,蓄電池を設
け，火災感知の機能を失わないよう電源を確保する設計とする。

設置要求
火災防護設備 火災感知設備
(火災受信器盤)

設計方針(火災の感知)

143

　また，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知
設備については，重大事故等対処施設の設備分類に応じて，各建屋の可搬
型発電機等，非常用母線又は運転予備用電源若しくは緊急時対策建屋用発
電機から給電する設計とする。

機能要求①
火災防護設備 火災感知設備
(火災受信器盤)
電気設備

設計方針(火災の感知)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○
火災防護設備 火災感知設備
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
安全冷却水系冷却塔)

火災防護設備 火災感知設備
(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
制御建屋
緊急時対策建屋
ウラン脱硝建屋
ｳﾗﾝ酸化物貯蔵建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋
安全冷却水冷却塔
冷却塔)

－ － －

○

火災防護設備 火災感知設備
(炎感知器(赤外線式(防水型)，熱感知カメラ
(サーモカメラ))
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
安全冷却水系冷却塔)

火災防護設備 火災感知設備
(炎感知器(赤外線式(防水型)，熱感知カメラ
(サーモカメラ))
(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
安全冷却水冷却塔
冷却塔)

－ － －

○
火災防護設備 火災感知設備
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
安全冷却水系冷却塔)

火災防護設備 火災感知設備
(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
制御建屋
緊急時対策建屋
ウラン脱硝建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋
安全冷却水冷却塔
冷却塔)

－ － －

○
火災防護設備 火災感知設備
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
安全冷却水系冷却塔)

火災防護設備 火災感知設備
(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
制御建屋
緊急時対策建屋
ウラン脱硝建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋
安全冷却水冷却塔
冷却塔)

－ － －

○
火災防護設備 火災感知設備
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

火災防護設備 火災感知設備
(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
制御建屋
緊急時対策建屋
ウラン脱硝建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋)

－ － －

○ －

計測制御設備
(分離建屋
精製建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋)

ITVカメラ
(高レベル廃液ガラス固化建屋)

－ － －

○
火災防護設備 火災感知設備(火災受信器盤)
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

火災防護設備 火災感知設備(火災受信器盤)
(制御建屋
緊急時対策建屋)

－ － －

○
火災防護設備 火災感知設備(火災受信器盤)
電気設備
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

火災防護設備 火災感知設備(火災受信器盤)
電気設備
(制御建屋
緊急時対策建屋)

－ － －

○
火災防護設備 火災感知設備(火災受信器盤)
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

火災防護設備 火災感知設備(火災受信器盤)
(制御建屋
緊急時対策建屋)

－ － －

○
火災防護設備 火災感知設備(火災受信器盤)
電気設備
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

火災防護設備 火災感知設備(火災受信器盤)
電気設備
(制御建屋
緊急時対策建屋)

－ － －

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
 5.1火災感知設備について

8. 火災防護計画

【5.1.2 機能設計】
【(3)火災感知設備の電源確保】
・重大事故等対処施設の設備分類に応じて，各建
屋の可搬型発電機等，非常用母線又は運転予備用
電源若しくは緊急時対策建屋用発電機から給電す
る設計とする。

【5.1.2 機能設計】
【(1)火災感知器】
a.火災感知器の設置条件
・火災感知器の型式は，早期に火災を感知するた
め，環境条件及び予想される火災の性質を考慮し
て選定する。
・設置場所に対応する適切な火災感知器の種類を
消防法に準じて選定する設計とする。
・環境条件等から消防法上の火災感知器の設置が
困難となり，感知器と同等の機能を有する機器を
使用する場合においては，消防法施行規則におい
て求める感知器の網羅性，及び火災報知設備の感
知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令
第十二条～第十八条までに定める感知性能と同等
以上の方法により設置する設計とする。

b.火災感知器の種類
・火災感知設備の火災感知器は，平常時の状況
(温度，煙濃度)を監視し，火災現象(急激な温度
や煙濃度の上昇)を把握することができるアナロ
グ式の煙感知器，アナログ式の熱感知器を異なる
種類の感知器を組み合わせて火災を早期に感知す
ることを基本として，火災区域又は火災区画に設
置する設計とする。
・火災感知器の取付条件によってはアナログ式の
火災感知器の設置が技術的に困難な場合は，非ア
ナログ式の感知器を選定する。
・非アナログ式の感知器を設置する区域について
説明。

【(3)火災感知設備の電源確保】
・外部電源喪失時においても火災の感知が可能と
なるよう，蓄電池を設ける設計とする。
・火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又
は火災区画に対して多様化する火災感知器設備に
ついては，感知の対象とする設備の耐震重要度分
類に応じて非常用母線又は運転予備用母線から給
電する設計とする。
・火災防護上重要な機器等の耐震重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類に応じて，各建屋
の可搬型発電機等，非常用母線又は運転予備用電
源若しくは緊急時対策建屋用発電機から給電する
設計とする。

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
 5.1火災感知設備について

321



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

144

　火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する火災区域又
は火災区画の火災感知設備は，中央制御室又は使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設の制御室若しくは緊急時対策建屋の建屋管理室に設置する火災
受信器盤(火災監視盤)に火災信号を表示するとともに警報を発すること
で，常時監視できる設計とするとともに，火災感知器の設置場所を1つず
つ特定できることにより，火災の発生場所を特定できる設計とする。

機能要求①
基本方針
火災防護設備 火災感知設備
(火災受信器盤)

設計方針(火災の感知) ○

基本方針

(火災感知設備(火災受信器盤)は最終回次に申請
する。)

－

145

　火災感知器は，自動試験機能又は遠隔試験機能により点検ができる設計
とする。
　自動試験機能又は遠隔試験機能を持たない火災感知器は，機能に異常が
ないことを確認するため，消防法施行規則に基づく煙等の火災を模擬した
試験を定期的に実施することを保安規定に定めて, 管理する。

機能要求①
運用要求

火災防護設備 火災感知設備
(火災受信器盤)
施設共通　基本設計方針

基本方針(火災防護計
画)
設計方針(火災の感知)

○

施設共通　基本設計方針

(火災感知設備(火災受信器盤)は最終回次に申請
する。)

－

146
　屋外の火災区域又は火災区画に設置する火災感知器は，設計上考慮する
自然現象に対する環境条件を満足する設計とする。

設置要求

基本方針
火災防護設備 火災感知設備
(炎感知器(赤外線式(防水型，防爆型))，熱感知
カメラ(サーモカメラ))

設計方針(火災の感知) ○

基本方針
火災防護設備 火災感知設備
(炎感知器(赤外線式(防水型)，熱感知カメラ
(サーモカメラ))
(安全冷却水冷却塔)

－

147

　屋外の火災感知設備は，外気温が-15.7℃まで低下しても使用可能な屋
外仕様とするとともに火災感知器の予備を確保し，風水害の影響を受けた
場合は，早期に火災感知器の取替えを行うことにより，当該設備の機能及
び性能を復旧する設計とする。

設置要求
運用要求

火災防護設備 火災感知設備
(炎感知器(赤外線式(防水型，防爆型))，熱感知
カメラ(サーモカメラ))
施設共通　基本設計方針

基本方針(火災防護計
画)
設計方針(火災の感知)

○

火災防護設備 火災感知設備
(炎感知器(赤外線式(防水型)，熱感知カメラ
(サーモカメラ))
(安全冷却水冷却塔)
施設共通　基本設計方針

－

148

(3)　消火設備
　火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する火災区域又
は火災区画の消火設備は，破損，誤作動又は誤操作により，火災防護上重
要な機器等の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損な
わない設計とする。

設置要求

基本方針
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
二酸化炭素消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)

設計方針(火災の消火) ○ 基本方針 －

149

　火災の影響を受けるおそれのある火災防護上重要な機器等及び重大事故
等対処施設を設置する火災区域又は火災区画のうち，火災発生時の煙又は
放射線の影響により消火活動が困難となる箇所として多量の可燃性物質を
取り扱う火災区域又は火災区画(危険物の規制に関する政令に規定される
著しく消火困難な製造所等に該当する場所となる放射性物質が含まれる有
機溶媒等を貯蔵する設備を設置するセル)，可燃性物質を取扱い構造上消
火活動が困難となる火災区域又は火災区画(中央制御室床下，使用済燃料
の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室，緊急時対策建屋の対策本部室の床下
及び一般共同溝)，等価火災時間が3時間を超える火災区域又は火災区画及
び電気品室等の火災区域又は火災区画については，自動又は中央制御室，
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室，緊急時対策建屋の建屋管
理室からの手動操作による固定式消火設備を設置することにより，消火活
動を可能とする設計とする。

設置要求
機能要求②

基本方針
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
二酸化炭素消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)

設計方針(火災の消火) ○ 基本方針 －

【5.1.2 機能設計】
【(2)火災受信器盤(火災監視盤)】
○火災受信器盤の機能
・アナログ式の火災感知器が接続可能であり，作
動した火災感知器を1つずつ特定できる機能
・アナログ式の熱電対が接続可能であり，作動し
た火災感知器を1つずつ特定できる機能
・非アナログ式の赤外線式炎感知器及び非アナロ
グ式の熱感知カメラ(サーモカメラ)が接続可能で
あり，感知区域を１つずつ特定できる機能
・アナログ式の光ファイバ温度監視装置が接続可
能であり，感知区域を特定できる機能
○点検・試験機能
・自動試験機能又は遠隔試験機能により点検がで
きる設計とする。
・自動試験機能又は遠隔試験機能を持たない火災
感知器は，機能に異常がないことを確認するた
め，消防法施行規則に準じ，煙等の火災を模擬し
た試験を実施できる設計とする。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
④その他の再処理施設に対する火災防護対策

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
 5.2 消火設備について

【5.2.2(1) 火災発生時の煙の充満又は放射線の
影響により消火活動が困難である火災区域又は火
災区画】
a.火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により
消火活動が困難である火災区域・区画を選定す
る。
b.当該火災区域・区画に設置する固定式消火設備
の仕様を示す。
　(a) 多量の可燃物を取扱う火災区域又は火災区
画
　(b) 可燃物を取り扱い構造上消火困難となる火
災区域又は火災区画
　(c) 等価火災時間が3時間を超える火災区域又
は火災区画
　(d) 電気品室となる火災区域又は火災区画

【(2) 火災発生時の煙の充満等により消火活動が
困難とならない火災区域又は火災区画】
・火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難
とならない火災区域又は火災区画の選定する。
・当該火災区域又は火災区画に設置する固定式消
火設備の仕様を示す。
　(a) 取り扱う可燃性物質の量が小さい火災区域
又は火災区画
　(b) 消火に当たり扉を開放することで隣室から
の消火が可能な火災区域又は火災区画
　(c) 換気設備による排煙が可能であり有効に煙
の除去又は煙が降下するまでの時間が確保できる
火災区域又は火災区画
　(d)　屋外の火災区域又は火災区画

【5.1.2 機能設計】
【(4) 火災感知設備の自然現象に対する考慮】
・落雷については，「落雷による火災及び爆発の
発生防止」に示す対策により，機能を維持する設
計とする。
・地震時に火災を考慮する場合は，火災防護上重
要な機器等が維持すべき耐震重要度分類に応じて
機能を維持できる設計とする。
・屋外に設置する火災感知器は，再処理施設が考
慮している冬期最低気温-15.7℃を踏まえ，当該
環境条件を満足する火災感知器を設置する設計と
する。
・屋外の火災感知設備は，屋外仕様とするととも
に火災感知器の予備を確保し，風水害の影響を受
けた場合は，早期に火災感知器の取替えを行うこ
とにより，当該設備の機能及び性能を復旧する設
計とする。

【5.1.2 機能設計】
【(4) 火災感知設備の自然現象に対する考慮】
・落雷については，「落雷による火災及び爆発の
発生防止」に示す対策により，機能を維持する設
計とする。
・地震時に火災を考慮する場合は，火災防護上重
要な機器等が維持すべき耐震重要度分類に応じて
機能を維持できる設計とする。
・屋外に設置する火災感知器は，再処理施設が考
慮している冬期最低気温-15.7℃を踏まえ，当該
環境条件を満足する火災感知器を設置する設計と
する。
・屋外の火災感知設備は，屋外仕様とするととも
に火災感知器の予備を確保し，風水害の影響を受
けた場合は，早期に火災感知器の取替えを行うこ
とにより，当該設備の機能及び性能を復旧する設
計とする。

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
 5.1火災感知設備について

8. 火災防護計画
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5. 火災の感知及び消火
 5.1火災感知設備について

8. 火災防護計画

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
 5.2 消火設備について

Ⅵ-2-3　系統図
Ⅵ-2-4　配置図
Ⅵ-2-5　構造図

【5.2.2(1) 火災発生時の煙の充満又は放射線の
影響により消火活動が困難である火災区域又は火
災区画】
a.火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により
消火活動が困難である火災区域・区画を選定す
る。
b.当該火災区域・区画に設置する固定式消火設備
の仕様を示す。
　(a) 多量の可燃物を取扱う火災区域又は火災区
画
　(b) 可燃物を取り扱い構造上消火困難となる火
災区域又は火災区画
　(c) 等価火災時間が3時間を超える火災区域又
は火災区画
　(d) 電気品室となる火災区域又は火災区画

【(2) 火災発生時の煙の充満等により消火活動が
困難とならない火災区域又は火災区画】
・火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難
とならない火災区域又は火災区画の選定する。
・当該火災区域又は火災区画に設置する固定式消
火設備の仕様を示す。
　(a) 取り扱う可燃性物質の量が小さい火災区域
又は火災区画
　(b) 消火に当たり扉を開放することで隣室から
の消火が可能な火災区域又は火災区画
　(c) 換気設備による排煙が可能であり有効に煙
の除去又は煙が降下するまでの時間が確保できる
火災区域又は火災区画
　(d)　屋外の火災区域又は火災区画

【5.1.2 機能設計】
【(2)火災受信器盤(火災監視盤)】
○火災受信器盤の機能
・アナログ式の火災感知器が接続可能であり，作
動した火災感知器を1つずつ特定できる機能
・アナログ式の熱電対が接続可能であり，作動し
た火災感知器を1つずつ特定できる機能
・非アナログ式の赤外線式炎感知器及び非アナロ
グ式の熱感知カメラ(サーモカメラ)が接続可能で
あり，感知区域を１つずつ特定できる機能
・アナログ式の光ファイバ温度監視装置が接続可
能であり，感知区域を特定できる機能
○点検・試験機能
・自動試験機能又は遠隔試験機能を有する火災感
知器は，火災感知の機能に異常がないことを点検
ができる設計とする。
・自動試験機能又は遠隔試験機能を持たない火災
感知器は，機能に異常がないことを確認するた
め，消防法施行規則に準じ，煙等の火災を模擬し
た試験を実施できる設計とする。
【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
④その他の再処理施設に対する火災防護対策

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
 5.1火災感知設備について

8. 火災防護計画
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

144

　火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する火災区域又
は火災区画の火災感知設備は，中央制御室又は使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設の制御室若しくは緊急時対策建屋の建屋管理室に設置する火災
受信器盤(火災監視盤)に火災信号を表示するとともに警報を発すること
で，常時監視できる設計とするとともに，火災感知器の設置場所を1つず
つ特定できることにより，火災の発生場所を特定できる設計とする。

機能要求①
基本方針
火災防護設備 火災感知設備
(火災受信器盤)

設計方針(火災の感知)

145

　火災感知器は，自動試験機能又は遠隔試験機能により点検ができる設計
とする。
　自動試験機能又は遠隔試験機能を持たない火災感知器は，機能に異常が
ないことを確認するため，消防法施行規則に基づく煙等の火災を模擬した
試験を定期的に実施することを保安規定に定めて, 管理する。

機能要求①
運用要求

火災防護設備 火災感知設備
(火災受信器盤)
施設共通　基本設計方針

基本方針(火災防護計
画)
設計方針(火災の感知)

146
　屋外の火災区域又は火災区画に設置する火災感知器は，設計上考慮する
自然現象に対する環境条件を満足する設計とする。

設置要求

基本方針
火災防護設備 火災感知設備
(炎感知器(赤外線式(防水型，防爆型))，熱感知
カメラ(サーモカメラ))

設計方針(火災の感知)

147

　屋外の火災感知設備は，外気温が-15.7℃まで低下しても使用可能な屋
外仕様とするとともに火災感知器の予備を確保し，風水害の影響を受けた
場合は，早期に火災感知器の取替えを行うことにより，当該設備の機能及
び性能を復旧する設計とする。

設置要求
運用要求

火災防護設備 火災感知設備
(炎感知器(赤外線式(防水型，防爆型))，熱感知
カメラ(サーモカメラ))
施設共通　基本設計方針

基本方針(火災防護計
画)
設計方針(火災の感知)

148

(3)　消火設備
　火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する火災区域又
は火災区画の消火設備は，破損，誤作動又は誤操作により，火災防護上重
要な機器等の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損な
わない設計とする。

設置要求

基本方針
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
二酸化炭素消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)

設計方針(火災の消火)

149

　火災の影響を受けるおそれのある火災防護上重要な機器等及び重大事故
等対処施設を設置する火災区域又は火災区画のうち，火災発生時の煙又は
放射線の影響により消火活動が困難となる箇所として多量の可燃性物質を
取り扱う火災区域又は火災区画(危険物の規制に関する政令に規定される
著しく消火困難な製造所等に該当する場所となる放射性物質が含まれる有
機溶媒等を貯蔵する設備を設置するセル)，可燃性物質を取扱い構造上消
火活動が困難となる火災区域又は火災区画(中央制御室床下，使用済燃料
の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室，緊急時対策建屋の対策本部室の床下
及び一般共同溝)，等価火災時間が3時間を超える火災区域又は火災区画及
び電気品室等の火災区域又は火災区画については，自動又は中央制御室，
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室，緊急時対策建屋の建屋管
理室からの手動操作による固定式消火設備を設置することにより，消火活
動を可能とする設計とする。

設置要求
機能要求②

基本方針
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
二酸化炭素消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)

設計方針(火災の消火)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○
火災防護設備 火災感知設備(火災受信器盤)
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

火災防護設備 火災感知設備(火災受信器盤)
(制御建屋
緊急時対策建屋)

－ － －

○

火災防護設備 火災感知設備
(火災受信器盤)
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)
施設共通　基本設計方針

火災防護設備 火災感知設備
(火災受信器盤)
(制御建屋
緊急時対策建屋)
施設共通　基本設計方針

－ － －

○

火災防護設備 火災感知設備
(炎感知器(赤外線式(防水型)，熱感知カメラ
(サーモカメラ))
(安全冷却水系冷却塔)

火災防護設備 消火設備 消火水供給設備火災感知
設備
(炎感知器(赤外線式(防水型，防爆型))，熱感知
カメラ(サーモカメラ))
(安全冷却水冷却塔
冷却塔
第1軽油貯槽
第2軽油貯槽
重油貯槽)

－ － －

○

火災防護設備 火災感知設備
(炎感知器(赤外線式(防水型)，熱感知カメラ
(サーモカメラ))
(安全冷却水系冷却塔)
施設共通　基本設計方針

火災防護設備 火災感知設備
(炎感知器(赤外線式(防水型，防爆型))，熱感知
カメラ(サーモカメラ))
(安全冷却水冷却塔
冷却塔
第1軽油貯槽
第2軽油貯槽
重油貯槽)
施設共通　基本設計方針

－ － －

○

火災防護設備 消火設備(ハロゲン化物消火設備
二酸化炭素消火設備
ハロゲン化物消火設備(局所)
(ケーブルトレイ消火設備))
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備
二酸化炭素消火設備
ハロゲン化物消火設備(局所)
(ケーブルトレイ消火設備,電源盤・制御盤消火設
備))
(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
制御建屋
緊急時対策建屋
ウラン脱硝建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋)

－ － －

○

火災防護設備 消火設備(ハロゲン化物消火設備
二酸化炭素消火設備
ハロゲン化物消火設備(局所)
(ケーブルトレイ消火設備))
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備
二酸化炭素消火設備
ハロゲン化物消火設備(局所)
(ケーブルトレイ消火設備,電源盤・制御盤消火設
備))
(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
制御建屋
緊急時対策建屋
ウラン脱硝建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋)

－ －
＜主配管＞
外径
厚さ

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
 5.1火災感知設備について

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
 5.2 消火設備について

Ⅵ-2-3　系統図
Ⅵ-2-4　配置図
Ⅵ-2-5　構造図

【5.2.2(1) 火災発生時の煙の充満又は放射線の
影響により消火活動が困難である火災区域又は火
災区画】
a.火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により
消火活動が困難である火災区域・区画を選定す
る。
b.当該火災区域・区画に設置する固定式消火設備
の仕様を示す。
　(a) 多量の可燃物を取扱う火災区域又は火災区
画
　(b) 可燃物を取り扱い構造上消火困難となる火
災区域又は火災区画
　(c) 等価火災時間が3時間を超える火災区域又
は火災区画
　(d) 電気品室となる火災区域又は火災区画

【(2) 火災発生時の煙の充満等により消火活動が
困難とならない火災区域又は火災区画】
・火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難
とならない火災区域又は火災区画の選定する。
・当該火災区域又は火災区画に設置する固定式消
火設備の仕様を示す。
　(a) 取り扱う可燃性物質の量が小さい火災区域
又は火災区画
　(b) 消火に当たり扉を開放することで隣室から
の消火が可能な火災区域又は火災区画
　(c) 換気設備による排煙が可能であり有効に煙
の除去又は煙が降下するまでの時間が確保できる
火災区域又は火災区画
　(d)　屋外の火災区域又は火災区画

【5.1.2 機能設計】
【(4) 火災感知設備の自然現象に対する考慮】
・落雷については，「落雷による火災及び爆発の
発生防止」に示す対策により，機能を維持する設
計とする。
・地震時に火災を考慮する場合は，火災防護上重
要な機器等が維持すべき耐震重要度分類に応じて
機能を維持できる設計とする。
・屋外に設置する火災感知器は，再処理施設が考
慮している冬期最低気温-15.7℃を踏まえ，当該
環境条件を満足する火災感知器を設置する設計と
する。
・屋外の火災感知設備は，屋外仕様とするととも
に火災感知器の予備を確保し，風水害の影響を受
けた場合は，早期に火災感知器の取替えを行うこ
とにより，当該設備の機能及び性能を復旧する設
計とする。

【5.1.2 機能設計】
【(2)火災受信器盤(火災監視盤)】
○火災受信器盤の機能
・アナログ式の火災感知器が接続可能であり，作
動した火災感知器を1つずつ特定できる機能
・アナログ式の熱電対が接続可能であり，作動し
た火災感知器を1つずつ特定できる機能
・非アナログ式の赤外線式炎感知器及び非アナロ
グ式の熱感知カメラ(サーモカメラ)が接続可能で
あり，感知区域を１つずつ特定できる機能
・アナログ式の光ファイバ温度監視装置が接続可
能であり，感知区域を特定できる機能
○点検・試験機能
・自動試験機能又は遠隔試験機能を有する火災感
知器は，火災感知の機能に異常がないことを点検
ができる設計とする。
・自動試験機能又は遠隔試験機能を持たない火災
感知器は，機能に異常がないことを確認するた
め，消防法施行規則に準じ，煙等の火災を模擬し
た試験を実施できる設計とする。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
④その他の再処理施設に対する火災防護対策
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第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

150

　上記以外の火災区域又は火災区画については，取り扱う可燃性物質の量
が少ないこと，消火に当たり扉を開放することで隣室からの消火が可能な
こと，再処理施設は動的閉じ込め設計としており，換気設備による排煙が
可能であるため，有効に煙の除去又は煙が降下するまでの時間が確保でき
ることにより消火活動が困難とならないため，消防法又は建築基準法に基
づく消火設備で消火する設計とする。

設置要求

基本方針
火災防護設備 消火設備
(消火器，屋内消火栓)
換気設備(建屋換気設備)

設計方針(火災の消火) ○
基本方針

(消火設備(屋外消火栓)は最終回次に申請する。)
－

151
　消火設備の破損，誤作動又は誤操作に伴う溢水に対する影響は，溢水に
対する防護設計に包絡されるため，「6.再処理施設内における溢水による
損傷の防止」に基づく設計とする。

評価要求
施設共通　基本設計方針
(消火水による影響)

設計方針(火災の消火) ○
施設共通　基本設計方針
(消火水による影響)

－

152
　火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する火災区域又
は火災区画の消火設備は，以下の設計とする。

設置要求

基本方針
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
二酸化炭素消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)

設計方針(消火設備)

【5.2.2 (5)消火設備の設計】
火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設
を設置する火災区域又は火災区画の消火設備は，
「a. 消火剤の容量」～「g. その他」を考慮する
設計とする。

○ 基本方針 －

【5.2.2 (5)消火設備の設計】
火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は
火災区画の消火設備は，「a. 消火剤の容量」～
「g. その他」を考慮する設計とする。

153

a.　消火設備の消火剤の容量
　消火設備の消火剤は，想定される火災の性質に応じた十分な容量とし
て，消防法施行規則又は試験結果に基づく消火剤容量を配備する設計とす
る。

機能要求②
評価要求

基本方針
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
二酸化炭素消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)
消火水供給設備

設計方針(火災の消火)
評価方法(火災の消火)
評価(火災の消火)

○ 基本方針 －

154
　消火用水供給系の水源は，消防法施行令，危険物の規制に関する規則及
び都市計画法施行令に基づくとともに，2時間の最大放水量に対し十分な
容量を有する設計とする。

機能要求②
基本方針
火災防護設備 消火設備
(消火用水貯槽,ろ過水貯槽)

設計方針(火災の消火) ○

基本方針

(火災防護設備 消火設備(消火用水貯槽，ろ過水
貯槽)は次回に申請する。)

－

155
　また，緊急時対策建屋の水源は，消防法施行令に基づくとともに，2時
間の最大放水量に対し十分な容量を有する設計とする。

機能要求②
火災防護設備 消火設備
(消火水槽(緊急時対策建屋),防火水槽(緊急時対
策建屋))

設計方針(火災の消火) － － －

【5.2.2(2) 火災発生時の煙の充満等により消火
活動が困難とならない火災区域又は火災区画】
a.火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難
とならない火災区域又は火災区画の選定
・火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難
とならない火災区域又は火災区画の選定する。
・当該火災区域・区画に設置する固定式消火設備
の仕様を示す。
　(a) 取り扱う可燃性物質の量が小さい火災区域
又は火災区画
　(b) 消火に当たり扉を開放することで隣室から
の消火が可能な火災区域又は火災区画
　(c) 換気設備による排煙が可能であり有効に煙
の除去又は煙が降下するまでの時間が確保できる
火災区域又は火災区画
　(d)　屋外の火災区域又は火災区画
火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難と
ならない火災区域又は火災区画に設置する消火設
備
b.消防法又は建築基準法に基づく消火設備に加え
移動式消火設備で消火する設計とする。

【5.2.2(3) 火災が発生するおそれのない火災区
域又は火災区画に対する消火設備の設計方針】
・火災が発生するおそれのない火災区域又は火災
区画に対する消火設備の設計方針

【5.2.2(4) 消火設備の破損，誤作動又は誤操作
による安全機能への影響】
・消火設備の破損，誤作動又は誤操作により，安
全機能に対処するために必要な機能を損なわない
設計とする。
・消火設備の放水等による溢水は，「Ⅵ－１－１
－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方
針」に基づく設計とする。
　
【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設

【5.2.2(5) 消火設備の設計 a. 消火剤の容量】
・消火用水供給系の水源であるろ過水貯槽及び消
火用水貯槽は，消防法施行令第十一条，第十九条
及び危険物の規制に関する規則第三十二条に基づ
き，屋内消火栓及び屋外消火栓を同時に使用する
場合を想定した場合の2時間の最大放水量を十分
に確保する設計とする。

【5.2.2(5) 消火設備の設計 a. 消火剤の容量】
・消火設備に必要な消火剤の容量については，二
酸化炭素消火設備は消防法施行規則第十九条，ハ
ロゲン化物消火設備については消防法施行規則第
二十条に基づき算出する。
・中央制御室床下及びケーブルトレイ内の消火に
あたっては，上記消防法を満足するとともに，そ
の構造の特殊性を考慮して，設計の妥当性を試験
により確認された消火剤容量を配備する設計とす
る。
・消火用水供給系の水源であるろ過水貯槽及び消
火用水貯槽は，消防法施行令第十一条，第十九条
及び危険物の規制に関する規則第三十二条に基づ
き，屋内消火栓及び屋外消火栓を同時に使用する
場合を想定した場合の2時間の最大放水量を十分
に確保する設計とする。
・緊急時対策建屋の消火用水供給系の水源である
消火水槽は，消防法施行令第十一条に基づき，屋
内消火栓を2時間放水する量を十分に確保する設
計とする。

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
 5.2 消火設備について

8. 火災防護計画

【5.2.2(2) 火災発生時の煙の充満等により消火
活動が困難とならない火災区域又は火災区画】
a.火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難
とならない火災区域又は火災区画の選定
・火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難
とならない火災区域又は火災区画の選定する。
・当該火災区域・区画に設置する固定式消火設備
の仕様を示す。
　(a) 取り扱う可燃性物質の量が小さい火災区域
又は火災区画
　(b) 消火に当たり扉を開放することで隣室から
の消火が可能な火災区域又は火災区画
　(c) 換気設備による排煙が可能であり有効に煙
の除去又は煙が降下するまでの時間が確保できる
火災区域又は火災区画
　(d)　屋外の火災区域又は火災区画
火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難と
ならない火災区域又は火災区画に設置する消火設
備
b.消防法又は建築基準法に基づく消火設備に加え
移動式消火設備で消火する設計とする。
【5.2.2(3) 火災が発生するおそれのない火災区
域又は火災区画に対する消火設備の設計方針】
・火災が発生するおそれのない火災区域又は火災
区画に対する消火設備の設計方針
【5.2.2(4) 消火設備の破損，誤作動又は誤操作
による安全機能への影響】
・消火設備の破損，誤作動又は誤操作により，安
全機能に対処するために必要な機能を損なわない
設計とする。
・消火設備の放水等による溢水は，「Ⅵ－１－１
－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方
針」に基づく設計とする。
【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
④その他の再処理施設に対する火災防護対策

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
 5.2 消火設備について

8. 火災防護計画

Ⅵ-2-3　系統図
Ⅵ-2-4　配置図
Ⅵ-2-5　構造図
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150

　上記以外の火災区域又は火災区画については，取り扱う可燃性物質の量
が少ないこと，消火に当たり扉を開放することで隣室からの消火が可能な
こと，再処理施設は動的閉じ込め設計としており，換気設備による排煙が
可能であるため，有効に煙の除去又は煙が降下するまでの時間が確保でき
ることにより消火活動が困難とならないため，消防法又は建築基準法に基
づく消火設備で消火する設計とする。

設置要求

基本方針
火災防護設備 消火設備
(消火器，屋内消火栓)
換気設備(建屋換気設備)

設計方針(火災の消火)

151
　消火設備の破損，誤作動又は誤操作に伴う溢水に対する影響は，溢水に
対する防護設計に包絡されるため，「6.再処理施設内における溢水による
損傷の防止」に基づく設計とする。

評価要求
施設共通　基本設計方針
(消火水による影響)

設計方針(火災の消火)

152
　火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する火災区域又
は火災区画の消火設備は，以下の設計とする。

設置要求

基本方針
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
二酸化炭素消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)

設計方針(消火設備)

153

a.　消火設備の消火剤の容量
　消火設備の消火剤は，想定される火災の性質に応じた十分な容量とし
て，消防法施行規則又は試験結果に基づく消火剤容量を配備する設計とす
る。

機能要求②
評価要求

基本方針
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
二酸化炭素消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)
消火水供給設備

設計方針(火災の消火)
評価方法(火災の消火)
評価(火災の消火)

154
　消火用水供給系の水源は，消防法施行令，危険物の規制に関する規則及
び都市計画法施行令に基づくとともに，2時間の最大放水量に対し十分な
容量を有する設計とする。

機能要求②
基本方針
火災防護設備 消火設備
(消火用水貯槽,ろ過水貯槽)

設計方針(火災の消火)

155
　また，緊急時対策建屋の水源は，消防法施行令に基づくとともに，2時
間の最大放水量に対し十分な容量を有する設計とする。

機能要求②
火災防護設備 消火設備
(消火水槽(緊急時対策建屋),防火水槽(緊急時対
策建屋))

設計方針(火災の消火)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○

火災防護設備 消火設備
(消火器，屋内消火栓)
換気設備
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

火災防護設備 消火設備
(消火器，屋内消火栓)
換気設備
(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋精製建屋
制御建屋
緊急時対策建屋
ウラン脱硝建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋)

－ － －

○
施設共通　基本設計方針
(消火水による影響(使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋))

施設共通　基本設計方針
(消火水による影響(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
制御建屋
緊急時対策建屋
ウラン脱硝建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋))

－ － －

○

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備
二酸化炭素消火設備
ハロゲン化物消火設備(局所)
(ケーブルトレイ消火設備))
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備
二酸化炭素消火設備
ハロゲン化物消火設備(局所)
(ケーブルトレイ消火設備,電源盤・制御盤消火設
備)
(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
制御建屋
緊急時対策建屋
ウラン脱硝建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋)

消火水槽(緊急時対策建屋)
防火水槽(緊急時対策建屋)

－ － －

【5.2.2 (5)消火設備の設計】
火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設
を設置する火災区域又は火災区画の消火設備は，
「a. 消火剤の容量」～「g. その他」を考慮する
設計とする。

○

火災防護設備 消火設備
(消火水供給設備)
(ハロゲン化物消火設備
二酸化炭素消火設備
ハロゲン化物消火設備(局所)
(ケーブルトレイ消火設備))
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備
二酸化炭素消火設備
ハロゲン化物消火設備(局所)
(ケーブルトレイ消火設備,電源盤・制御盤消火設
備)
)
(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
制御建屋
緊急時対策建屋
ウラン脱硝建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋)

消火水槽(緊急時対策建屋)
防火水槽(緊急時対策建屋)

－ －

＜容器＞
・容量
・本数

＜ポンプ＞
・容量
・揚程

○
火災防護設備 消火設備
(消火用水貯槽
ろ過水貯槽)

－ － －
＜容器＞
・容量

○ －
火災防護設備 消火設備
(消火水槽(緊急時対策建屋)
防火水槽(緊急時対策建屋))

－ －
＜容器＞
・容量

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
 5.2 消火設備について

8. 火災防護計画

Ⅵ-2-3　系統図
Ⅵ-2-4　配置図
Ⅵ-2-5　構造図

【5.2.2(5) 消火設備の設計 a. 消火剤の容量】
・消火設備に必要な消火剤の容量については，二
酸化炭素消火設備は消防法施行規則第十九条，ハ
ロゲン化物消火設備については消防法施行規則第
二十条に基づき算出する。
・中央制御室床下及びケーブルトレイ内の消火に
あたっては，上記消防法を満足するとともに，そ
の構造の特殊性を考慮して，設計の妥当性を試験
により確認された消火剤容量を配備する設計とす
る。
・消火用水供給系の水源であるろ過水貯槽及び消
火用水貯槽は，消防法施行令第十一条，第十九条
及び危険物の規制に関する規則第三十二条に基づ
き，屋内消火栓及び屋外消火栓を同時に使用する
場合を想定した場合の2時間の最大放水量を十分
に確保する設計とする。
・緊急時対策建屋の消火用水供給系の水源である
消火水槽は，消防法施行令第十一条に基づき，屋
内消火栓を2時間放水する量を十分に確保する設
計とする。

【5.2.2(2) 火災発生時の煙の充満等により消火
活動が困難とならない火災区域又は火災区画】
a.火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難
とならない火災区域又は火災区画の選定
・火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難
とならない火災区域又は火災区画の選定する。
・当該火災区域・区画に設置する固定式消火設備
の仕様を示す。
　(a) 取り扱う可燃性物質の量が小さい火災区域
又は火災区画
　(b) 消火に当たり扉を開放することで隣室から
の消火が可能な火災区域又は火災区画
　(c) 換気設備による排煙が可能であり有効に煙
の除去又は煙が降下するまでの時間が確保できる
火災区域又は火災区画
　(d)　屋外の火災区域又は火災区画
火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難と
ならない火災区域又は火災区画に設置する消火設
備
b.消防法又は建築基準法に基づく消火設備に加え
移動式消火設備で消火する設計とする。

【5.2.2(3) 火災が発生するおそれのない火災区
域又は火災区画に対する消火設備の設計方針】
・火災が発生するおそれのない火災区域又は火災
区画に対する消火設備の設計方針

【5.2.2(4) 消火設備の破損，誤作動又は誤操作
による安全機能への影響】
・消火設備の破損，誤作動又は誤操作により，安
全機能に対処するために必要な機能を損なわない
設計とする。
・消火設備の放水等による溢水は，「Ⅵ－１－１
－６－１ 溢水による損傷の防止に対する基本方
針」に基づく設計とする。

【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

156

b.　消火設備の系統構成
(a)　消火用水供給系の多重性又は多様性
　消火用水供給系の水源として，ろ過水貯槽及び消火用水貯槽を設置し，
多重性を有する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

基本方針
火災防護設備 消火設備
(消火用水貯槽,ろ過水貯槽)

設計方針(火災の消火) ○

基本方針

(火災防護設備 消火設備(消火用水貯槽，ろ過水
貯槽)は次回に申請する。)

－

157
　緊急時対策建屋の水源は，同建屋に消火水槽，建屋近傍に防火水槽を設
置し，多重性を有する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

火災防護設備 消火設備
(消火水槽(緊急時対策建屋),防火水槽(緊急時対
策建屋))

設計方針(火災の消火) － － －

158

　消火用水系の消火ポンプは，必要量を送水可能な電動機駆動消火ポンプ
に加え，ディーゼル駆動消火ポンプを1台ずつ設置することで，多様性を
有する設計とするとともに，消火配管内を加圧状態に保持するため，機器
の単一故障を想定し，圧力調整用消火ポンプを2台設ける設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

基本方針
火災防護設備 消火設備
(電動機駆動消火ポンプ,
　ディーゼル駆動消火ポンプ)

設計方針(火災の消火) ○

基本方針

(火災防護設備 消火設備(電動機駆動消火ポン
プ，ディーゼル駆動消火ポンプ)は次回に申請す
る。)

－

159

　また，緊急時対策建屋の消火ポンプは電動機駆動消火ポンプを2台設置
することで，多重性を有する設計とする。
　なお，上記に加えて，消防車等により防火水槽から緊急時対策建屋へ送
水するための手段を設けることを保安規定に定めて，管理する。

設置要求
機能要求①
機能要求②
運用要求

火災防護設備 消火設備
(電動機駆動消火ポンプ(緊急時対策建屋),
移動式消火設備)
施設共通　基本設計方針

設計方針(火災の消火)
基本方針(火災防護計
画)

－ － － － －

160

(b)　系統分離に応じた独立性の考慮
　再処理施設の火災防護上の最重要設備の相互の系統分離を行うために設
けられた火災区域又は火災区画の消火を行うガス系消火設備は，消火設備
の動的機器の故障により，系統分離した設備に対する消火設備の消火機能
が同時に喪失することがないよう，動的機器である容器弁及び選択弁のう
ち，容器弁(ボンベ含む)は必要数量に対し1以上多く設置するとともに，
選択弁は各ラインにそれぞれ設置することにより同時に機能が喪失しない
よう独立性を備えた設計とする。

設置要求
機能要求①

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),
電源盤・制御盤消火設備)

設計方針(火災の消火) － － － － －

161
　なお，万一，系統上の選択弁の故障を想定しても，手動により選択弁を
操作することにより，消火が可能な設計とする。

設置要求
機能要求①

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),
電源盤・制御盤消火設備)

設計方針(火災の消火) － － － － －

162
(c)　消火用水の優先供給
　消火用水は給水処理設備と兼用する場合は隔離弁を設置し，消火用水の
供給を優先する設計とする。

設置要求
機能要求①

基本方針
火災防護設備 消火設備
(消火用水供給設備(隔離弁))

設計方針(火災の消火) ○

基本方針

(消火設備(消火用水供給設備(隔離弁)は最終回次
に申請する。)

－

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
 5.2 消火設備について

【b. 消火設備の系統構成】
(c)消火用水の優先供給
○消火用水の優先供給
・消火用水供給系は，他の系統と兼用する場合に
は，隔離弁を設置し遮断する措置により，消火用
水の供給を優先する設計とする。

163 　また，緊急時対策建屋の消火用水供給系の消火水槽は他の系統と兼用し
ないことで消火用水の供給を優先する設計とする。

設置要求
機能要求①

火災防護設備 消火設備
(消火用水供給系(緊急時対策建屋))

設計方針(火災の消火) － － － － －

164
c.消火設備の電源確保
　ディーゼル駆動消火ポンプは，外部電源喪失時においてもディーゼル機
関を起動できるように，専用の蓄電池により電源を確保する設計とする。

機能要求①
基本方針
火災防護設備 消火設備
(ディーゼル駆動消火ポンプ)

設計方針(火災の消火) ○

基本方針

(消火設備(電動機駆動消火ポンプ，ディーゼル駆
動消火ポンプ)は最終回次に申請する。)

－

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
5.火災の感知及び消火
 5.2.2 機能設計
   (5) 消火設備の設計
　　 c. 消火設備の電源確保

【5.2.2(5) 消火設備の設計 c.消火設備の電源確
保】
○消火設備の電源確保
・電動機駆動消火ポンプは運転予備用母線から受
電する設計とし，ディーゼル駆動消火ポンプは外
部電源喪失時でもディーゼル機関を起動できるよ
うに，専用の蓄電池により電源を確保する設計と
する。

165

　また，火災防護上重要な機器等を設置する消火活動が困難となる箇所の
固定式消火設備のうち作動に電源が必要となるものは，外部電源喪失時に
おいても消火が可能となるよう，非常用母線から給電するとともに，設備
の作動に必要な電源を供給する蓄電池を設ける設計とする。

機能要求①
設置要求

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),
電源盤・制御盤消火設備,
二酸化炭素消火設備)
電気設備

設計方針(火災の消火) － － － － －

【消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮】
・消火用水供給系の水源は，容量約2,500m3のろ
過水貯槽及び容量約900m3の消火用水貯槽を設置
し，双方からの消火水の供給を可能とすること
で，多重性を有する設計とする。
・消火用水供給系の消火ポンプは電動機駆動消火
ポンプに加え，同等の能力を有する異なる駆動方
式であるディーゼル駆動消火ポンプを設置するこ
とで，多様性を有する設計とする。

【5.2.2(5) 消火設備の設計 c.消火設備の電源確
保】
○消火設備の電源確保
・電動機駆動消火ポンプは運転予備用母線から受
電する設計とし，ディーゼル駆動消火ポンプは外
部電源喪失時でもディーゼル機関を起動できるよ
うに，専用の蓄電池により電源を確保する設計と
する。
・ハロゲン化物消火設備，ハロゲン化物消火設備
(局所)及び二酸化炭素消火設備は，外部電源喪失
時又は全交流動力電源喪失時においても消火が可
能となるよう，各建屋の可搬型発電機等，非常用
母線又は緊急時対策建屋用発電機から給電すると
ともに，設備の作動に必要な電源を供給する蓄電
池を設ける設計とする。
・ケーブルトレイ消火設備は，火災の熱によって
感知チューブが溶損することで，ボンベの容器弁
を開放させ，消火剤が放出される機械的な構造で
あるため，作動には電源が不要な設計とする。
・地震時において固定式消火設備による消火活動
を想定する必要の無い火災区域又は火災区画に係
る消火設備については運転予備用母線から給電す
る設計する。

【5.2.2(5) 消火設備の設計 　b. 消火設備の系
統構成】
(a)消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮
○消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮

・消火用水供給系の水源は，容量約2,500m3のろ

過水貯槽及び容量約900m3の消火用水貯槽を設置
し，双方からの消火水の供給を可能とすること
で，多重性を有する設計とする。
・消火用水供給系の消火ポンプは電動機駆動消火
ポンプに加え，同等の能力を有する異なる駆動方
式であるディーゼル駆動消火ポンプを設置するこ
とで，多様性を有する設計とする。

○緊急時対策建屋の消火用水系
・緊急時対策建屋の消火用水供給系の水源は，容

量約42.6m3の消火水槽，建屋近傍に容量約40m3防
火水槽を設置し，双方からの消火水の供給を可能
とすることで多重性を有する設計とする。
・消火用水供給系の消火ポンプは電動駆動消火ポ
ンプを2台設置することで，多重性を有する設計
とする。

【5.2.2(5) 消火設備の設計 b. 消火設備の系統
構成】
(c)消火用水の優先供給
○消火用水の優先供給
・消火用水供給系は，他の系統と兼用する場合に
は，隔離弁を設置し遮断する措置により，消火用
水の供給を優先する設計とする。
・消火用水供給系の消火用水貯槽及び緊急時対策
建屋消火用水供給系の消火水槽は他の系統と共用
しない設計とする。
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【5.2.2(5) 消火設備の設計 b.消火用水供給系の
多重性又は多様性の考慮】
・消火用水供給系の水源は，容量約2,500m3のろ
過水貯槽及び容量約900m3の消火用水貯槽を設置
し，双方からの消火水の供給を可能とすること
で，多重性を有する設計とする。
・消火用水供給系の消火ポンプは電動機駆動消火
ポンプに加え，同等の能力を有する異なる駆動方
式であるディーゼル駆動消火ポンプを設置するこ
とで，多様性を有する設計とする。

【緊急時対策建屋の消火用水系】
・緊急時対策建屋の消火用水供給系の水源は，容

量約42.6m3の消火水槽，建屋近傍に容量約40m3防
火水槽を設置し，双方からの消火水の供給を可能
とすることで多重性を有する設計とする。
・消火用水供給系の消火ポンプは電動駆動消火ポ
ンプを2台設置することで，多重性を有する設計
とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

156

b.　消火設備の系統構成
(a)　消火用水供給系の多重性又は多様性
　消火用水供給系の水源として，ろ過水貯槽及び消火用水貯槽を設置し，
多重性を有する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

基本方針
火災防護設備 消火設備
(消火用水貯槽,ろ過水貯槽)

設計方針(火災の消火)

157
　緊急時対策建屋の水源は，同建屋に消火水槽，建屋近傍に防火水槽を設
置し，多重性を有する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

火災防護設備 消火設備
(消火水槽(緊急時対策建屋),防火水槽(緊急時対
策建屋))

設計方針(火災の消火)

158

　消火用水系の消火ポンプは，必要量を送水可能な電動機駆動消火ポンプ
に加え，ディーゼル駆動消火ポンプを1台ずつ設置することで，多様性を
有する設計とするとともに，消火配管内を加圧状態に保持するため，機器
の単一故障を想定し，圧力調整用消火ポンプを2台設ける設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

基本方針
火災防護設備 消火設備
(電動機駆動消火ポンプ,
　ディーゼル駆動消火ポンプ)

設計方針(火災の消火)

159

　また，緊急時対策建屋の消火ポンプは電動機駆動消火ポンプを2台設置
することで，多重性を有する設計とする。
　なお，上記に加えて，消防車等により防火水槽から緊急時対策建屋へ送
水するための手段を設けることを保安規定に定めて，管理する。

設置要求
機能要求①
機能要求②
運用要求

火災防護設備 消火設備
(電動機駆動消火ポンプ(緊急時対策建屋),
移動式消火設備)
施設共通　基本設計方針

設計方針(火災の消火)
基本方針(火災防護計
画)

160

(b)　系統分離に応じた独立性の考慮
　再処理施設の火災防護上の最重要設備の相互の系統分離を行うために設
けられた火災区域又は火災区画の消火を行うガス系消火設備は，消火設備
の動的機器の故障により，系統分離した設備に対する消火設備の消火機能
が同時に喪失することがないよう，動的機器である容器弁及び選択弁のう
ち，容器弁(ボンベ含む)は必要数量に対し1以上多く設置するとともに，
選択弁は各ラインにそれぞれ設置することにより同時に機能が喪失しない
よう独立性を備えた設計とする。

設置要求
機能要求①

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),
電源盤・制御盤消火設備)

設計方針(火災の消火)

161
　なお，万一，系統上の選択弁の故障を想定しても，手動により選択弁を
操作することにより，消火が可能な設計とする。

設置要求
機能要求①

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),
電源盤・制御盤消火設備)

設計方針(火災の消火)

162
(c)　消火用水の優先供給
　消火用水は給水処理設備と兼用する場合は隔離弁を設置し，消火用水の
供給を優先する設計とする。

設置要求
機能要求①

基本方針
火災防護設備 消火設備
(消火用水供給設備(隔離弁))

設計方針(火災の消火)

163 　また，緊急時対策建屋の消火用水供給系の消火水槽は他の系統と兼用し
ないことで消火用水の供給を優先する設計とする。

設置要求
機能要求①

火災防護設備 消火設備
(消火用水供給系(緊急時対策建屋))

設計方針(火災の消火)

164
c.消火設備の電源確保
　ディーゼル駆動消火ポンプは，外部電源喪失時においてもディーゼル機
関を起動できるように，専用の蓄電池により電源を確保する設計とする。

機能要求①
基本方針
火災防護設備 消火設備
(ディーゼル駆動消火ポンプ)

設計方針(火災の消火)
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　また，火災防護上重要な機器等を設置する消火活動が困難となる箇所の
固定式消火設備のうち作動に電源が必要となるものは，外部電源喪失時に
おいても消火が可能となるよう，非常用母線から給電するとともに，設備
の作動に必要な電源を供給する蓄電池を設ける設計とする。

機能要求①
設置要求

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),
電源盤・制御盤消火設備,
二酸化炭素消火設備)
電気設備

設計方針(火災の消火)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○
火災防護設備 消火設備
(消火用水貯槽
ろ過水貯槽)

－ － －
＜容器＞
・容量

○ －
火災防護設備 消火設備
(消火水槽(緊急時対策建屋)
防火水槽(緊急時対策建屋))

－ －
＜容器＞
・容量

○
火災防護設備 消火設備
(電動機駆動消火ポンプ
ディーゼル駆動消火ポンプ)

－ － －
＜ポンプ＞
・容量
・揚程

○ －
火災防護設備 消火設備
(電動駆動消火ポンプ(緊急時対策建屋),
移動式消火設備(消防車))

－ －

＜主配管＞
・外径
・厚さ

＜ポンプ＞
・容量
・揚程

○
火災防護設備 消火設備(ハロゲン化物消火設備，
二酸化炭素消火設備)
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

火災防護設備 消火設備 (ハロゲン化物消火設
備，二酸化炭素消火設備)
(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
制御建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋)

－ － －

○

火災防護設備 消火設備(ハロゲン化物消火設備，
二酸化炭素消火設備，
ハロゲン化物消火設備(局所)(ケーブルトレイ消
火設備))
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

火災防護設備 消火設備 (ハロゲン化物消火設
備，二酸化炭素消火設備，
ハロゲン化物消火設備(局所)(ケーブルトレイ消
火設備，電気盤・制御盤消火設備))
(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
制御建屋
緊急時対策建屋
ウラン脱硝建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋)

－ － －

○
火災防護設備　消火設備
(消火用水供給設備(隔離弁))

－ － － －

○ －
火災防護設備 消火設備
(消火用水供給系(緊急時対策建屋))

－ － －

○
火災防護設備 消火設備
(電動機駆動消火ポンプ
ディーゼル駆動消火ポンプ)

火災防護設備 消火設備
(電動機駆動消火ポンプ
ディーゼル駆動消火ポンプ
電動駆動消火ポンプ(緊急時対策建屋))

－ － －

○

火災防護設備 消火設備(ハロゲン化物消火設備，
二酸化炭素消火設備)
電気設備
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

火災防護設備 消火設備(ハロゲン化物消火設備，
二酸化炭素消火設備)
電気設備
(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
制御建屋
緊急時対策建屋
ウラン脱硝建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋)

－ － －

【5.2.2(5) 消火設備の設計 c.消火設備の電源確
保】
○消火設備の電源確保
・電動機駆動消火ポンプは運転予備用母線から受
電する設計とし，ディーゼル駆動消火ポンプは外
部電源喪失時でもディーゼル機関を起動できるよ
うに，専用の蓄電池により電源を確保する設計と
する。
・ハロゲン化物消火設備，ハロゲン化物消火設備
(局所)及び二酸化炭素消火設備は，外部電源喪失
時又は全交流動力電源喪失時においても消火が可
能となるよう，各建屋の可搬型発電機等，非常用
母線又は緊急時対策建屋用発電機から給電すると
ともに，設備の作動に必要な電源を供給する蓄電
池を設ける設計とする。
・ケーブルトレイ消火設備は，火災の熱によって
感知チューブが溶損することで，ボンベの容器弁
を開放させ，消火剤が放出される機械的な構造で
あるため，作動には電源が不要な設計とする。
・地震時において固定式消火設備による消火活動
を想定する必要の無い火災区域又は火災区画に係
る消火設備については運転予備用母線から給電す
る設計する。
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【5.2.2(5) 消火設備の設計 b. 消火設備の系統
構成】
(c)消火用水の優先供給
○消火用水の優先供給
・消火用水供給系は，他の系統と兼用する場合に
は，隔離弁を設置し遮断する措置により，消火用
水の供給を優先する設計とする。
・消火用水供給系の消火用水貯槽及び緊急時対策
建屋消火用水供給系の消火水槽は他の系統と共用
しない設計とする。

【5.2.2(5) 消火設備の設計 　b. 消火設備の系
統構成】
(a)消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮
○消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮
・消火用水供給系の水源は，容量約2,500m3のろ
過水貯槽及び容量約900m3の消火用水貯槽を設置
し，双方からの消火水の供給を可能とすること
で，多重性を有する設計とする。
・消火用水供給系の消火ポンプは電動機駆動消火
ポンプに加え，同等の能力を有する異なる駆動方
式であるディーゼル駆動消火ポンプを設置するこ
とで，多様性を有する設計とする。

○緊急時対策建屋の消火用水系
・緊急時対策建屋の消火用水供給系の水源は，容
量約42.6m3の消火水槽，建屋近傍に容量約40m3防
火水槽を設置し，双方からの消火水の供給を可能
とすることで多重性を有する設計とする。
・消火用水供給系の消火ポンプは電動駆動消火ポ
ンプを2台設置することで，多重性を有する設計
とする。

【消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮】

・消火用水供給系の水源は，容量約2,500m3のろ

過水貯槽及び容量約900m3の消火用水貯槽を設置
し，双方からの消火水の供給を可能とすること
で，多重性を有する設計とする。
・消火用水供給系の消火ポンプは電動機駆動消火
ポンプに加え，同等の能力を有する異なる駆動方
式であるディーゼル駆動消火ポンプを設置するこ
とで，多様性を有する設計とする。

【緊急時対策建屋の消火用水系】
・緊急時対策建屋の消火用水供給系の水源は，容

量約42.6m3の消火水槽，建屋近傍に容量約40m3防
火水槽を設置し，双方からの消火水の供給を可能
とすることで多重性を有する設計とする。
・消火用水供給系の消火ポンプは電動駆動消火ポ
ンプを2台設置することで，多重性を有する設計
とする。

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
 5.2 消火設備について

Ⅵ-2-3　系統図
Ⅵ-2-4　配置図
Ⅵ-2-5　構造図
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

166

　重大事故等対処施設を設置する消火活動が困難となる箇所の固定式消火
設備のうち作動に電源が必要となるものは，全交流動力電源喪失時におい
ても消火が可能となるよう，各建屋の可搬型発電機等，非常用母線又は緊
急時対策建屋用発電機から給電するとともに，設備の作動に必要な電源を
供給する蓄電池を設ける設計とする。

機能要求①
設置要求

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),
電源盤・制御盤消火設備)
電気設備

設計方針(火災の消火) － － － － －

167
　地震時において固定式消火設備による消火活動を想定する必要の無い火
災区域又は火災区画に係る消火設備については運転予備用母線から給電す
る設計とする。

機能要求①
火災防護設備 消火設備
(二酸化炭素消火設備)
電気設備

設計方針(火災の消火) － － － － －

168
　ケーブルトレイに対する局所消火設備は，消火剤の放出に当たり電源を
必要としない設計とする。

設置要求
火災防護設備 消火設備
(ケーブルトレイ消火設備)

設計方針(火災の消火) － － － － －

169

d.消火設備の配置上の考慮
(a)　火災による二次的影響の考慮
　消火栓，消火器等を適切に配置することにより，火災防護上重要な機器
等及び重大事故等対処施設に火災の二次的影響が及ばない設計とする。

設置要求
基本方針
火災防護設備 消火設備
(屋外消火栓,屋内消火栓,消火器)

設計方針(火災の消火) ○
基本方針

(消火設備(屋外消火栓)は最終回次に申請する。)
－

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
 5.2 消火設備について

【5.2.2(4) 消火設備の破損，誤作動又は誤操作
による安全機能への影響】
【火災に対する二次的影響の考慮】
・再処理施設内の消火設備のうち，消火栓，消火
器等を適切に配置することにより，火災防護上重
要な機器等に火災の二次的影響が及ばない設計と
する。

170

　消火剤にガスを用いる場合は，電気絶縁性の高いガスを採用し，火災が
発生している火災区域又は火災区画からの火炎，熱による直接的な影響の
みならず，煙，流出流体，断線及び爆発等の二次的影響が火災防護上重要
な機器等及び重大事故等対処施設に悪影響を及ぼさない設計とする。

設置要求

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
二酸化炭素消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)

設計方針(火災の消火) － － － － －

171

　消火設備は火災による熱の影響を受けても破損及び爆発が発生しないよ
うに，消火ガスボンベに接続する安全装置により消火ガスボンベの過圧を
防止する設計とするとともに，消火ガスボンベ及び制御盤については消火
対象を設置するエリアとは別の火災区域，火災区画又は十分に離れた位置
に設置する設計とする。

設置要求

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
二酸化炭素消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)

設計方針(火災の消火) － － － － －

172
　また，煙の二次的影響が火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施
設に悪影響を及ぼす場合は，防火ダンパを設ける設計とする。

設置要求
火災防護設備
(防火ダンパ)

設計方針(火災の消火) － － － － －

173

(b)　管理区域からの放出消火剤の流出防止
　管理区域内で放出した消火水は，管理区域外への流出を防止するため，
管理区域と管理区域外の境界に堰等を設置するとともに，各室の排水系統
から低レベル廃液処理設備に回収し，処理する設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(消火水の流出防止対策)

設計方針(火災の消火) － － － － －

174
　また，管理区域においてガス系消火剤による消火を行った場合において
も，換気設備のフィルタ等により放射性物質を低減したのち，排気筒等か
ら放出する設計とする。

機能要求①
施設共通　基本設計方針
(消火ガスの流出防止対策)

設計方針(火災の消火) － － － － －

【5.2.2(5) 消火設備の設計 c.消火設備の電源確
保】
○消火設備の電源確保
・電動機駆動消火ポンプは運転予備用母線から受
電する設計とし，ディーゼル駆動消火ポンプは外
部電源喪失時でもディーゼル機関を起動できるよ
うに，専用の蓄電池により電源を確保する設計と
する。
・ハロゲン化物消火設備，ハロゲン化物消火設備
(局所)及び二酸化炭素消火設備は，外部電源喪失
時又は全交流動力電源喪失時においても消火が可
能となるよう，各建屋の可搬型発電機等，非常用
母線又は緊急時対策建屋用発電機から給電すると
ともに，設備の作動に必要な電源を供給する蓄電
池を設ける設計とする。
・ケーブルトレイ消火設備は，火災の熱によって
感知チューブが溶損することで，ボンベの容器弁
を開放させ，消火剤が放出される機械的な構造で
あるため，作動には電源が不要な設計とする。
・地震時において固定式消火設備による消火活動
を想定する必要の無い火災区域又は火災区画に係
る消火設備については運転予備用母線から給電す
る設計する。

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
 5.2 消火設備について

Ⅵ-2-3　系統図
Ⅵ-2-4　配置図
Ⅵ-2-5　構造図

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
 5.2 消火設備について

Ⅵ-2-3　系統図
Ⅵ-2-4　配置図
Ⅵ-2-5　構造図

【5.2.2(4) 消火設備の破損，誤作動又は誤操作
による安全機能への影響】
【火災に対する二次的影響の考慮】
・再処理施設内の消火設備のうち，消火栓，消火
器等を適切に配置することにより，火災防護上重
要な機器等に火災の二次的影響が及ばない設計と
する。
・電気盤室に対しては，消火剤に水を使用しない
二酸化炭素消火器又は粉末消火器を配置する。
・非常用ディーゼル発電機は，不活性ガスを用い
る二酸化炭素消火設備の破損により給気不足を引
き起こさないように外気より給気される構造とす
る。
・電気絶縁性が大きく，揮発性が高いハロゲン化
物消火設備を設置することにより，設備の破損，
誤作動又は誤操作により消火剤が放出されても電
気及び機械設備に影響を与えない設計とする。
・固定式消火設備を設置するセルのうち，形状寸
法管理機器を収納するセルには，水を使用しない
ガス消火設備を選定する。

【5.2.2(5) 消火設備の設計　d. 消火設備の配置
上の考慮
(b)管理区域内からの放出消火剤の流出防止
・管理区域内で放出した消火水は，放射性物質を
含むおそれがあることから，管理区域外への流出
を防止するため，管理区域内と管理区域外の境界
に堰等を設置するとともに，各室の排水系統から
液体廃棄物の廃棄施設に回収し，処理する設計と
する。
・管理区域においてガス系消火剤による消火を
行った場合においても，建屋換気設備のフィルタ
等により放射性物質を低減したのち，排気筒等か
ら放出する設計とする。

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
 5.2 消火設備について

Ⅵ-2-3　系統図
Ⅵ-2-4　配置図
Ⅵ-2-5　構造図
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

166

　重大事故等対処施設を設置する消火活動が困難となる箇所の固定式消火
設備のうち作動に電源が必要となるものは，全交流動力電源喪失時におい
ても消火が可能となるよう，各建屋の可搬型発電機等，非常用母線又は緊
急時対策建屋用発電機から給電するとともに，設備の作動に必要な電源を
供給する蓄電池を設ける設計とする。

機能要求①
設置要求

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),
電源盤・制御盤消火設備)
電気設備

設計方針(火災の消火)

167
　地震時において固定式消火設備による消火活動を想定する必要の無い火
災区域又は火災区画に係る消火設備については運転予備用母線から給電す
る設計とする。

機能要求①
火災防護設備 消火設備
(二酸化炭素消火設備)
電気設備

設計方針(火災の消火)

168
　ケーブルトレイに対する局所消火設備は，消火剤の放出に当たり電源を
必要としない設計とする。

設置要求
火災防護設備 消火設備
(ケーブルトレイ消火設備)

設計方針(火災の消火)

169

d.消火設備の配置上の考慮
(a)　火災による二次的影響の考慮
　消火栓，消火器等を適切に配置することにより，火災防護上重要な機器
等及び重大事故等対処施設に火災の二次的影響が及ばない設計とする。

設置要求
基本方針
火災防護設備 消火設備
(屋外消火栓,屋内消火栓,消火器)

設計方針(火災の消火)

170

　消火剤にガスを用いる場合は，電気絶縁性の高いガスを採用し，火災が
発生している火災区域又は火災区画からの火炎，熱による直接的な影響の
みならず，煙，流出流体，断線及び爆発等の二次的影響が火災防護上重要
な機器等及び重大事故等対処施設に悪影響を及ぼさない設計とする。

設置要求

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
二酸化炭素消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)

設計方針(火災の消火)

171

　消火設備は火災による熱の影響を受けても破損及び爆発が発生しないよ
うに，消火ガスボンベに接続する安全装置により消火ガスボンベの過圧を
防止する設計とするとともに，消火ガスボンベ及び制御盤については消火
対象を設置するエリアとは別の火災区域，火災区画又は十分に離れた位置
に設置する設計とする。

設置要求

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
二酸化炭素消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)

設計方針(火災の消火)

172
　また，煙の二次的影響が火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施
設に悪影響を及ぼす場合は，防火ダンパを設ける設計とする。

設置要求
火災防護設備
(防火ダンパ)

設計方針(火災の消火)

173

(b)　管理区域からの放出消火剤の流出防止
　管理区域内で放出した消火水は，管理区域外への流出を防止するため，
管理区域と管理区域外の境界に堰等を設置するとともに，各室の排水系統
から低レベル廃液処理設備に回収し，処理する設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(消火水の流出防止対策)

設計方針(火災の消火)

174
　また，管理区域においてガス系消火剤による消火を行った場合において
も，換気設備のフィルタ等により放射性物質を低減したのち，排気筒等か
ら放出する設計とする。

機能要求①
施設共通　基本設計方針
(消火ガスの流出防止対策)

設計方針(火災の消火)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○

火災防護設備 消火設備(ハロゲン化物消火設備，
二酸化炭素消火設備)
電気設備
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

火災防護設備 消火設備(ハロゲン化物消火設備，
二酸化炭素消火設備)
電気設備
(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
制御建屋
緊急時対策建屋)

－ － －

○

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備，ハロゲン化物消火設備
(局所))
電気設備
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備，ハロゲン化物消火設備
(局所)(電気盤・制御盤消火設備))
電気設備
(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
制御建屋
ウラン脱硝建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋)

－ － －

○
火災防護設備 消火設備
(ケーブルトレイ消火設備)
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

火災防護設備 消火設備
(ケーブルトレイ消火設備)
(前処理建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋)

－ － －

○

火災防護設備 消火設備
(屋外消火栓
屋内消火栓
消火器)
(北換気筒管理建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
使用済燃料輸送容器管理建屋
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋)

火災防護設備 消火設備
(屋外消火栓
屋内消火栓
消火器)
(低レベル廃棄物処理建屋
第２低レベル廃棄物貯蔵建屋
前処理建屋,分離建屋,ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋,非常用電源建屋,第１保管庫・貯水所,
第２保管庫・貯水所,高レベル廃液ガラス固化建
屋,精製建屋,低レベル廃液処理建屋
ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建屋,制御建屋,分析建屋,出入管
理建屋,主排気筒管理建屋,緊急時対策建屋,ウラ
ン脱硝建屋,ｳﾗﾝ酸化物貯蔵建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合
酸化物貯蔵建屋,低レベル廃棄物貯蔵建屋ﾁｬﾝﾈﾙ
ﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋,重油貯槽,軽油貯
槽)

－ － －

○

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備
二酸化炭素消火設備
ハロゲン化物消火設備(局所)(ケーブルトレイ消
火設備))
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備
二酸化炭素消火設備
ハロゲン化物消火設備(局所)(ケーブルトレイ消
火設備,電源盤・制御盤消火設備))
(前処理建屋,分離建屋,ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋,非常用電源建屋,高レベル廃液ガラス
固化建屋
精製建屋,制御建屋,緊急時対策建屋,ウラン脱硝
建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋)

－ － －

○

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備
二酸化炭素消火設備
ハロゲン化物消火設備(局所)(ケーブルトレイ消
火設備))
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備
二酸化炭素消火設備
ハロゲン化物消火設備(局所)(ケーブルトレイ消
火設備,電源盤・制御盤消火設備))
(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
制御建屋
緊急時対策建屋
ウラン脱硝建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋)

－ － －

○
火災防護設備
(防火ダンパ)
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

火災防護設備
(防火ダンパ)
(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋,制御建屋,緊急時対策建屋,ウラン脱硝
建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋)

－ － －

○

施設共通　基本設計方針
(消火水の流出防止対策(使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
使用済燃料輸送容器管理建屋
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋))

施設共通　基本設計方針
(消火水の流出防止対策(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
低レベル廃液処理建屋
ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建屋
制御建屋
分析建屋
出入管理建屋
緊急時対策建屋
ウラン脱硝建屋
ｳﾗﾝ酸化物貯蔵建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋
ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋))

－ － －

○
施設共通　基本設計方針
(消火ガスの流出防止対策(使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋)

施設共通　基本設計方針
(消火ガスの流出防止対策(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
制御建屋
ウラン脱硝建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋))

－ － －

【5.2.2(5) 消火設備の設計 c.消火設備の電源確
保】
○消火設備の電源確保
・電動機駆動消火ポンプは運転予備用母線から受
電する設計とし，ディーゼル駆動消火ポンプは外
部電源喪失時でもディーゼル機関を起動できるよ
うに，専用の蓄電池により電源を確保する設計と
する。
・ハロゲン化物消火設備，ハロゲン化物消火設備
(局所)及び二酸化炭素消火設備は，外部電源喪失
時又は全交流動力電源喪失時においても消火が可
能となるよう，各建屋の可搬型発電機等，非常用
母線又は緊急時対策建屋用発電機から給電すると
ともに，設備の作動に必要な電源を供給する蓄電
池を設ける設計とする。
・ケーブルトレイ消火設備は，火災の熱によって
感知チューブが溶損することで，ボンベの容器弁
を開放させ，消火剤が放出される機械的な構造で
あるため，作動には電源が不要な設計とする。
・地震時において固定式消火設備による消火活動
を想定する必要の無い火災区域又は火災区画に係
る消火設備については運転予備用母線から給電す
る設計する。

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
 5.2 消火設備について

Ⅵ-2-3　系統図
Ⅵ-2-4　配置図
Ⅵ-2-5　構造図

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
 5.2 消火設備について

Ⅵ-2-3　系統図
Ⅵ-2-4　配置図
Ⅵ-2-5　構造図

【5.2.2(4) 消火設備の破損，誤作動又は誤操作
による安全機能への影響】
【火災に対する二次的影響の考慮】
・再処理施設内の消火設備のうち，消火栓，消火
器等を適切に配置することにより，火災防護上重
要な機器等に火災の二次的影響が及ばない設計と
する。
・電気盤室に対しては，消火剤に水を使用しない
二酸化炭素消火器又は粉末消火器を配置する。
・非常用ディーゼル発電機は，不活性ガスを用い
る二酸化炭素消火設備の破損により給気不足を引
き起こさないように外気より給気される構造とす
る。
・電気絶縁性が大きく，揮発性が高いハロゲン化
物消火設備を設置することにより，設備の破損，
誤作動又は誤操作により消火剤が放出されても電
気及び機械設備に影響を与えない設計とする。
・固定式消火設備を設置するセルのうち，形状寸
法管理機器を収納するセルには，水を使用しない
ガス消火設備を選定する。

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
 5.2 消火設備について

Ⅵ-2-3　系統図
Ⅵ-2-4　配置図
Ⅵ-2-5　構造図

【5.2.2(5) 消火設備の設計　d. 消火設備の配置
上の考慮
(b)管理区域内からの放出消火剤の流出防止
・管理区域内で放出した消火水は，放射性物質を
含むおそれがあることから，管理区域外への流出
を防止するため，管理区域内と管理区域外の境界
に堰等を設置するとともに，各室の排水系統から
液体廃棄物の廃棄施設に回収し，処理する設計と
する。
・管理区域においてガス系消火剤による消火を
行った場合においても，建屋換気設備のフィルタ
等により放射性物質を低減したのち，排気筒等か
ら放出する設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

175

(c)　消火栓の配置
　火災区域又は火災区画(セルを除く)に設置する屋内消火栓及び屋外消火
栓は，消防法施行令及び都市計画法施行令に準拠し配置することにより，
消火栓により消火を行う必要のあるすべての火災区域又は火災区画におけ
る消火活動に対処できるように配置する設計とする。

設置要求
基本方針
火災防護設備 消火設備
(屋内消火栓,屋外消火栓)

設計方針(火災の消火)

【5.2.2(5) 消火設備の設計　d. 消火設備の配置
上の考慮
(c)消火栓の配置
・火災区域又は火災区画に設置する屋外消火栓
は，火災区域内の消火活動に対処できるよう，第
十九条(屋外消火栓設備に関する基準)及び都市計
画法施行令第二十五条(開発許可の基準を適用す
るについて必要な技術的細目)に準拠し，屋外消
火栓から防護対象物を半径40mの円で包括できる
よう配置することにより，消火栓により消火を行
う必要のあるすべての火災区域又は火災区画にお
ける消火活動に対処できるように配置する。

○
基本方針

(消火設備(屋外消火栓)は最終回次に申請する。)
－

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
 5.2 消火設備について

【 d. 消火設備の配置上の考慮】
(c)消火栓の配置
・火災区域又は火災区画に設置する屋外消火栓
は，火災区域内の消火活動に対処できるよう，第
十九条(屋外消火栓設備に関する基準)及び都市計
画法施行令第二十五条(開発許可の基準を適用す
るについて必要な技術的細目)に準拠し，屋外消
火栓から防護対象物を半径40mの円で包括できる
よう配置することにより，消火栓により消火を行
う必要のあるすべての火災区域又は火災区画にお
ける消火活動に対処できるように配置する。

176

e.消火設備の警報
(a)　消火設備の故障警報
　固定式消火設備，電動機駆動消火ポンプ及びディーゼル駆動消火ポンプ
は，電源断等の故障警報を使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室，中央制御室又は緊急時対策建屋の建屋管理室に吹鳴する設計とする。

機能要求①

基本方針
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
二酸化炭素消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)
電動機駆動消火ポンプ
ディーゼル駆動消火ポンプ
電動駆動消火ポンプ(緊急時対策建屋))

設計方針(火災の消火)

【5.2.2(5) 消火設備の設計 e. 消火設備の警
報】
(a)消火設備の故障警報
・電動機駆動消火ポンプ及びディーゼル駆動消火
ポンプは，電源断等の故障警報を中央制御室，使
用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に吹
鳴する設計とする。
・消火設備の故障警報が発報した場合には，中央
制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の
制御室並びに必要な現場の制御盤の警報を確認す
るとともに，消火設備が故障している場合には，
早期に必要な補修を行う。

○

基本方針

(消火設備(電動機駆動消火ポンプ，ディーゼル駆
動消火ポンプ)は最終回次に申請する。)

－

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
 5.2 消火設備について

【5.2.2(5) 消火設備の設計 e. 消火設備の警
報】
(a)消火設備の故障警報
・電動機駆動消火ポンプ及びディーゼル駆動消火
ポンプは，電源断等の故障警報を中央制御室，使
用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に吹
鳴する設計とする。
・消火設備の故障警報が発報した場合には，中央
制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の
制御室並びに必要な現場の制御盤の警報を確認す
るとともに，消火設備が故障している場合には，
早期に必要な補修を行う。

177
(b)　固定式ガス消火設備の退避警報
　全域放出方式の固定式ガス消火設備は，作動前に従事者等が退出できる
よう警報又は音声警報を吹鳴する設計とする。

設置要求
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備
二酸化炭素消火設備)

設計方針(火災の消火) － － － － －

178
　ハロゲン化物消火設備(局所)は，従事者が酸欠になることはないが，消
火時に生成するフッ化水素が周囲に拡散することを踏まえ，作動前に退避
警報を発する設計とする。

設置要求
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備(局所))

設計方針(火災の消火) － － － － －

179

　なお，固定式ガス消火設備のうち，防火シート，金属製の筐体等による
被覆内に局所的に放出する場合においては，消火剤が内部に留まり，外部
に有意な影響を及ぼさないため，消火設備作動前に退避警報を発しない設
計とする。

設置要求

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)

設計方針(火災の消火) － － － － －

180

f．消火設備に対する自然現象の考慮
(a)　凍結防止対策
　屋外に設置する消火設備のうち，消火用水の供給配管は凍結を考慮し，
凍結深度を確保した埋設配管とし，地上部に配置する場合には保温材を設
置することにより凍結を防止する設計とするとともに，屋外消火栓は，自
動排水機構により消火栓内部に水が溜まらないような構造とする設計とす
る。

設置要求
火災防護設備 消火設備
(屋外消火栓)

設計方針(火災の消火)

【5.2.2(5) 消火設備の設計 f. 消火設備の自然
現象に対する考慮】
自然現象に対する消火設備の防護設計方針を示
す。

(a)凍結防止対策
・消火水供給設備の供給配管は冬季の凍結を考慮
し，凍結深度(GL-60cm)を確保した埋設配管とす
るとともに，地上部に配置する場合には保温材を
設置する設計とすることにより，凍結を防止する
設計とする。
・屋外消火栓設備は，消火栓内部に水が溜まらな
いような構造とし，自動排水機構により通常は排
水弁を通水状態，消火栓使用時は排水弁を閉にし
て放水する設計とする。

○
火災防護設備 消火設備
(屋外消火栓)

－

【5.2.2(5) 消火設備の設計 f. 消火設備の自然
現象に対する考慮】
自然現象に対する消火設備の防護設計方針を示
す。

(a)凍結防止対策
・消火水供給設備の供給配管は冬季の凍結を考慮
し，凍結深度(GL-60cm)を確保した埋設配管とす
るとともに，地上部に配置する場合には保温材を
設置する設計とすることにより，凍結を防止する
設計とする。
・屋外消火栓設備は，消火栓内部に水が溜まらな
いような構造とし，自動排水機構により通常は排
水弁を通水状態，消火栓使用時は排水弁を閉にし
て放水する設計とする。

181
(b)　風水害対策
　消火ポンプ及び固定式ガス消火設備は，風水害に対してその性能が著し
く阻害されることが無いよう，各建屋内に設置する設計とする。

設置要求

基本方針
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
二酸化炭素消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)
電動機駆動消火ポンプ
ディーゼル駆動消火ポンプ
電動駆動消火ポンプ(緊急時対策建屋))

設計方針(火災の消火)

【5.2.2(5) 消火設備の設計 f. 消火設備の自然
現象に対する考慮】
【(b)風水害対策】
・電動機駆動消火ポンプ，ディーゼル駆動消火ポ
ンプ及び圧力調整用消火ポンプは，建屋内(ユー
ティリティ建屋)に設置する設計とし，風水害に
よって性能を阻害されないように設置する設計と
する。
屋外消火栓は風水害に対してその機能が著しく阻
害されることがないよう，雨水の浸入等により動
作機構が影響を受けない構造とする。
・万一，風水害を含むその他の自然現象により消
火の機能，性能が阻害された場合，代替消火設備
の配備等を行い，必要な機能及び性能を維持する
設計とする。

○

基本方針

(消火設備(電動機駆動消火ポンプ，ディーゼル駆
動消火ポンプ)は次回に申請する。)

－

【5.2.2(5) 消火設備の設計 f. 消火設備の自然
現象に対する考慮】
【(b)風水害対策】
・電動機駆動消火ポンプ，ディーゼル駆動消火ポ
ンプ及び圧力調整用消火ポンプは，建屋内(ユー
ティリティ建屋)に設置する設計とし，風水害に
よって性能を阻害されないように設置する設計と
する。
屋外消火栓は風水害に対してその機能が著しく阻
害されることがないよう，雨水の浸入等により動
作機構が影響を受けない構造とする。
・万一，風水害を含むその他の自然現象により消
火の機能，性能が阻害された場合，代替消火設備
の配備等を行い，必要な機能及び性能を維持する
設計とする。
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(c)　地盤変位対策
　屋内消火栓は，地震時における地盤変位により，消火用水を建物へ供給
する消火配管が破断した場合においても，移動式消火設備から消火水を供
給し，消火活動を可能とするよう，送水口を設置し，破断した配管から建
屋外へ流出させないよう逆止弁を設置する設計とする。

設置要求
火災防護設備 消火設備
(消火用水供給系(屋内消火栓))

設計方針(火災の消火)

【5.2.2(5) 消火設備の設計 f. 消火設備の自然
現象に対する考慮】
【(c)地盤変位対策】
・地盤変位対策として，送水口を設置し，地震に
よる消火水供給系配管の破断時においても消防自
動車等からの給水を可能とする設計とする。

－ － － － －

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
 5.2 消火設備について

Ⅵ-2-3　系統図
Ⅵ-2-4　配置図
Ⅵ-2-5　構造図

【5.2.2(5) 消火設備の設計 e. 消火設備の警
報】
(b) 固定式消火設備の従事者退避警報
・ハロゲン化物消火設備及び二酸化炭素消火設備
は，作動前に従事者等の退出ができるよう警報又
は音声警報を吹鳴する設計とする。
・二酸化炭素消火設備及びハロゲン化物消火設備
の作動に当たっては，20秒以上の時間遅れをもっ
て消火ガスを放出する設計とする。
・ハロゲン化物消火設備(局所)は，従事者が酸欠
になることはないが，消火時に生成されるフッ化
水素が周囲に拡散することを踏まえ，作動前に退
避警報を発する設計とする。
・固定式ガス消火設備のうち，防火シート，又は
金属製の筐体等による被覆内に局所的に放出する
場合においては，消火剤が内部に留まり，外部に
有意な影響を及ぼさないため，消火設備作動前に
退避警報を発しない設計とする。

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
 5.2 消火設備について

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
 5.2 消火設備について

Ⅵ-2-3　系統図
Ⅵ-2-4　配置図
Ⅵ-2-5　構造図

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
 5.2 消火設備について

Ⅵ-2-3　系統図
Ⅵ-2-4　配置図
Ⅵ-2-5　構造図
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

175

(c)　消火栓の配置
　火災区域又は火災区画(セルを除く)に設置する屋内消火栓及び屋外消火
栓は，消防法施行令及び都市計画法施行令に準拠し配置することにより，
消火栓により消火を行う必要のあるすべての火災区域又は火災区画におけ
る消火活動に対処できるように配置する設計とする。

設置要求
基本方針
火災防護設備 消火設備
(屋内消火栓,屋外消火栓)

設計方針(火災の消火)

176

e.消火設備の警報
(a)　消火設備の故障警報
　固定式消火設備，電動機駆動消火ポンプ及びディーゼル駆動消火ポンプ
は，電源断等の故障警報を使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室，中央制御室又は緊急時対策建屋の建屋管理室に吹鳴する設計とする。

機能要求①

基本方針
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
二酸化炭素消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)
電動機駆動消火ポンプ
ディーゼル駆動消火ポンプ
電動駆動消火ポンプ(緊急時対策建屋))

設計方針(火災の消火)

177
(b)　固定式ガス消火設備の退避警報
　全域放出方式の固定式ガス消火設備は，作動前に従事者等が退出できる
よう警報又は音声警報を吹鳴する設計とする。

設置要求
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備
二酸化炭素消火設備)

設計方針(火災の消火)

178
　ハロゲン化物消火設備(局所)は，従事者が酸欠になることはないが，消
火時に生成するフッ化水素が周囲に拡散することを踏まえ，作動前に退避
警報を発する設計とする。

設置要求
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備(局所))

設計方針(火災の消火)

179

　なお，固定式ガス消火設備のうち，防火シート，金属製の筐体等による
被覆内に局所的に放出する場合においては，消火剤が内部に留まり，外部
に有意な影響を及ぼさないため，消火設備作動前に退避警報を発しない設
計とする。

設置要求

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)

設計方針(火災の消火)

180

f．消火設備に対する自然現象の考慮
(a)　凍結防止対策
　屋外に設置する消火設備のうち，消火用水の供給配管は凍結を考慮し，
凍結深度を確保した埋設配管とし，地上部に配置する場合には保温材を設
置することにより凍結を防止する設計とするとともに，屋外消火栓は，自
動排水機構により消火栓内部に水が溜まらないような構造とする設計とす
る。

設置要求
火災防護設備 消火設備
(屋外消火栓)

設計方針(火災の消火)

181
(b)　風水害対策
　消火ポンプ及び固定式ガス消火設備は，風水害に対してその性能が著し
く阻害されることが無いよう，各建屋内に設置する設計とする。

設置要求

基本方針
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
二酸化炭素消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)
電動機駆動消火ポンプ
ディーゼル駆動消火ポンプ
電動駆動消火ポンプ(緊急時対策建屋))

設計方針(火災の消火)

182

(c)　地盤変位対策
　屋内消火栓は，地震時における地盤変位により，消火用水を建物へ供給
する消火配管が破断した場合においても，移動式消火設備から消火水を供
給し，消火活動を可能とするよう，送水口を設置し，破断した配管から建
屋外へ流出させないよう逆止弁を設置する設計とする。

設置要求
火災防護設備 消火設備
(消火用水供給系(屋内消火栓))

設計方針(火災の消火)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○

火災防護設備 消火設備
(屋内消火栓，屋外消火栓)
(北換気筒管理建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
使用済燃料輸送容器管理建屋
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋)

火災防護設備 消火設備(屋内消火栓，屋外消火
栓)
(前処理建屋,分離建屋,ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋,非常用電源建屋,高レベル廃液ガラス
固化建屋,精製建屋,低レベル廃液処理建屋,ﾊﾙ･ｴﾝ
ﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建屋,制御建屋,分析建屋,出入管理建
屋,主排気筒管理建屋,緊急時対策建屋,ウラン脱
硝建屋,ｳﾗﾝ酸化物貯蔵建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化
物貯蔵建屋，低レベル廃棄物貯蔵建屋，第２低レ
ベル廃棄物貯蔵建屋,ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ
処理建屋)

－ － －

【5.2.2(5) 消火設備の設計　d. 消火設備の配置
上の考慮
(c)消火栓の配置
・火災区域又は火災区画に設置する屋外消火栓
は，火災区域内の消火活動に対処できるよう，第
十九条(屋外消火栓設備に関する基準)及び都市計
画法施行令第二十五条(開発許可の基準を適用す
るについて必要な技術的細目)に準拠し，屋外消
火栓から防護対象物を半径40mの円で包括できる
よう配置することにより，消火栓により消火を行
う必要のあるすべての火災区域又は火災区画にお
ける消火活動に対処できるように配置する。

○

火災防護設備 消火設備
(電動機駆動消火ポンプ
ディーゼル駆動消火ポンプ)

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備
二酸化炭素消火設備
ハロゲン化物消火設備(局所)(ケーブルトレイ消
火設備))
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備
二酸化炭素消火設備
ハロゲン化物消火設備(局所)(ケーブルトレイ消
火設備,電源盤・制御盤消火設備)
電動駆動消火ポンプ(緊急時対策建屋))
(制御建屋
緊急時対策建屋)

－ － －

【5.2.2(5) 消火設備の設計 e. 消火設備の警
報】
(a)消火設備の故障警報
・電動機駆動消火ポンプ及びディーゼル駆動消火
ポンプは，電源断等の故障警報を中央制御室，使
用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に吹
鳴する設計とする。
・消火設備の故障警報が発報した場合には，中央
制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の
制御室並びに必要な現場の制御盤の警報を確認す
るとともに，消火設備が故障している場合には，
早期に必要な補修を行う。

○
火災防護設備 消火設備(ハロゲン化物消火設備，
二酸化炭素消火設備)
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

火災防護設備 消火設備(ハロゲン化物消火設備，
二酸化炭素消火設備)
(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
制御建屋
緊急時対策建屋
ウラン脱硝建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋)

－ － －

○
火災防護設備 消火設備(ハロゲン化物消火設備
(局所))
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

火災防護設備 消火設備(ハロゲン化物消火設備
(局所))
(前処理建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋)

－ － －

○

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備(局所)(ケーブルトレイ消
火設備))
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備(局所)(ケーブルトレイ消
火設備,電源盤・制御盤消火設備))
(前処理建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋)

－ － －

○
火災防護設備 消火設備
(屋外消火栓)

火災防護設備 消火設備
(屋外消火栓)

－ － －

【5.2.2(5) 消火設備の設計 f. 消火設備の自然
現象に対する考慮】
自然現象に対する消火設備の防護設計方針を示
す。

(a)凍結防止対策
・消火水供給設備の供給配管は冬季の凍結を考慮
し，凍結深度(GL-60cm)を確保した埋設配管とす
るとともに，地上部に配置する場合には保温材を
設置する設計とすることにより，凍結を防止する
設計とする。
・屋外消火栓設備は，消火栓内部に水が溜まらな
いような構造とし，自動排水機構により通常は排
水弁を通水状態，消火栓使用時は排水弁を閉にし
て放水する設計とする。

○

火災(ハロゲン化物消火設備
二酸化炭素消火設備
ハロゲン化物消火設備(局所)(ケーブルトレイ消
火設備))
(電動機駆動消火ポンプ
ディーゼル駆動消火ポンプ)
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備
二酸化炭素消火設備
ハロゲン化物消火設備(局所)(ケーブルトレイ消
火設備,電源盤・制御盤消火設備))
(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋
緊急時対策建屋
ウラン脱硝建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋)

－ － －

【5.2.2(5) 消火設備の設計 f. 消火設備の自然
現象に対する考慮】
【(b)風水害対策】
・電動機駆動消火ポンプ，ディーゼル駆動消火ポ
ンプ及び圧力調整用消火ポンプは，建屋内(ユー
ティリティ建屋)に設置する設計とし，風水害に
よって性能を阻害されないように設置する設計と
する。
屋外消火栓は風水害に対してその機能が著しく阻
害されることがないよう，雨水の浸入等により動
作機構が影響を受けない構造とする。
・万一，風水害を含むその他の自然現象により消
火の機能，性能が阻害された場合，代替消火設備
の配備等を行い，必要な機能及び性能を維持する
設計とする。

○

火災防護設備 消火設備
(消火用水供給系(屋内消火栓配管))
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
使用済燃料輸送容器管理建屋
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋)

火災防護設備 消火設備
(消火用水供給系(屋内消火栓配管))
(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋,精製建屋,低レベル
廃液処理建屋,ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建屋,制御建屋,分
析建屋,出入管理建屋,主排気筒管理建屋,緊急時
対策建屋,ウラン脱硝建屋,ｳﾗﾝ酸化物貯蔵建屋,ｳﾗ
ﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋,低レベル廃棄物貯
蔵建屋，ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋)

－ － －

【5.2.2(5) 消火設備の設計 f. 消火設備の自然
現象に対する考慮】
【(c)地盤変位対策】
・地盤変位対策として，送水口を設置し，地震に
よる消火水供給系配管の破断時においても消防自
動車等からの給水を可能とする設計とする。

　
 

  

　
　
　

【5.2.2(5) 消火設備の設計 e. 消火設備の警
報】
(b) 固定式消火設備の従事者退避警報
・ハロゲン化物消火設備及び二酸化炭素消火設備
は，作動前に従事者等の退出ができるよう警報又
は音声警報を吹鳴する設計とする。
・二酸化炭素消火設備及びハロゲン化物消火設備
の作動に当たっては，20秒以上の時間遅れをもっ
て消火ガスを放出する設計とする。
・ハロゲン化物消火設備(局所)は，従事者が酸欠
になることはないが，消火時に生成されるフッ化
水素が周囲に拡散することを踏まえ，作動前に退
避警報を発する設計とする。
・固定式ガス消火設備のうち，防火シート，又は
金属製の筐体等による被覆内に局所的に放出する
場合においては，消火剤が内部に留まり，外部に
有意な影響を及ぼさないため，消火設備作動前に
退避警報を発しない設計とする。

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
 5.2 消火設備について

Ⅵ-2-3　系統図
Ⅵ-2-4　配置図
Ⅵ-2-5　構造図
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

183

g．その他
(a)　移動式消火設備
　火災時の消火活動のため，消火ホース等の資機材を備え付けている移動
式消火設備として，大型化学高所放水車を配備するとともに，故障時の措
置として消防ポンプ付水槽車を配備する設計とする。
　また，航空機落下による化学火災(燃料火災)時の対処のため化学粉末消
防車を配備する設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(移動式消火設備)

設計方針(火災の消火)

【5.2.2(5) 消火設備の設計 g. その他】
(a)移動式消火設備の配備
・「使用済燃料の再処理の事業に関する規則」第
十二条に基づき，消火ホース等の資機材を備え付
けている大型化学高所放水車，消防ポンプ付水槽
車及び航空機落下による化学火災(燃料火災)時の
対処のため化学粉末消防車を配備する。

○
施設共通　基本設計方針
(移動式消火設備)

－

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

5.2 消火設備について
 5.2.2 機能設計
   (5) 消火設備の設計
     g. その他

【5.2.2(5) 消火設備の設計 g. その他】
(a)移動式消火設備の配備
・「使用済燃料の再処理の事業に関する規則」第
十二条に基づき，消火ホース等の資機材を備え付
けている大型化学高所放水車，消防ポンプ付水槽
車及び航空機落下による化学火災(燃料火災)時の
対処のため化学粉末消防車を配備する。

184

(b)　消火用の照明器具
　火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する火災区域及
び火災区画の消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具として，移動経
路，消火設備の現場盤周辺に，現場への移動時間に加え，消防法の消火継
続時間20分を考慮し，2時間以上の容量の蓄電池を内蔵する照明器具を設
置する設計とする。

設置要求
火災防護設備
(蓄電池内蔵型照明)

設計方針(火災の消火)

(b)消火用の照明器具
建築基準法第三十五条及び建築基準法施行令第百
二十六条の５に準じ，屋内消火栓及び消火設備の
現場盤操作等に必要な照明器具として，移動経路
に加え，屋内消火栓設備及び消火設備の現場盤周
辺に設置するものとし，現場への移動時間に加
え，消防法の消火継続時間20分を考慮し，2時間
以上の容量の蓄電池を内蔵する照明器具を設置す
る設計とする。

－ － － － －

185

(c)　ポンプ室
　火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設のポンプの設置場所の
うち，火災発生時の煙の充満により消火活動が困難な場所には，固定式消
火設備を設置する設計とする。
　上記以外のポンプを設置している部屋は，換気設備による排煙が可能で
あることから，煙が滞留し難い構造としており，人による消火が可能な設
計とする。

設置要求

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
二酸化炭素消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)

設計方針(火災の消火)

【5.2.2 (5) 消火設備の設計 (5)g. その他】
〇ポンプ室の煙の排気対策
・ポンプの設置場所のうち，火災発生時の煙の充
満により消火困難な場所には，固定式の消火設備
を設置する設計とする。
・換気設備による排煙が可能である場合は，人に
よる消火を行う。

－ － － － －

186

(d)　使用済燃料貯蔵設備
　使用済燃料貯蔵設備は，使用済燃料を水中に貯蔵するための設備であ
り，未臨界となるよう間隔を設けたラックに使用済燃料を貯蔵することか
ら，消火活動により消火用水が放水されても未臨界を維持できる設計とす
る。

評価要求 使用済燃料貯蔵設備 燃料貯蔵設備 設計方針(火災の消火)

(d)使用済燃料貯蔵設備の未臨界対策
・使用済燃料貯蔵プール等は，消火活動により消
火用水が放水されても未臨界を維持できる設計と
する。 － － － － －

187

(4)　火災及び爆発の影響軽減設備
a.火災防護上の最重要設備の系統分離のための火災影響軽減設備
　再処理施設における火災防護上の最重要設備の系統分離は，第1章　共
通項目　「5.4.1 (1)火災防護上の最重要設備の系統分離による影響軽減
対策」に示す耐火隔壁，火災感知設備及び自動消火設備により行う設計と
する。
　このうち，火災及び爆発の影響軽減設備については，耐火隔壁により構
成し，以下に示す設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針
設計方針(影響軽減)

－ － － － －

188

(a)　3時間耐火隔壁
　3時間耐火隔壁は，互いに相違する系列を分離し，火災及び爆発の影響
を軽減するために，3時間以上の耐火能力を有する耐火隔壁を設置する設
計とする。

評価要求
設置要求

火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁)
3時間以上の耐火能力を有する隔壁)

設計方針(影響軽減)
評価方法(影響軽減)
評価(影響軽減)

－ － － － －

189

(b)　6m以上離隔，火災感知設備及び自動消火設備
互いに相違する系列は，火災及び爆発の影響を軽減するために，水平距離
間には仮置きするものを含め可燃性物質が存在しないようにし，系列間を
6m以上の離隔距離により分離する設計とする。
また，火災感知設備及び自動消火設備を設置する設計とする。
なお，火災感知設備及び自動消火設備については，「(2)　火災感知設
備」及び「(3)　消火設備」に基づく設計とする。

設置要求

火災防護設備 火災感知設備
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)

設計方針（影響軽減） － － － － －

190

(c)　1時間耐火隔壁，火災感知設備及び自動消火設備
　1時間耐火隔壁は，互いに相違する系列を分離し，火災及び爆発の影響
を軽減するために，1時間以上の耐火能力を有する耐火隔壁を設置する設
計とする。
　また，火災感知設備及び自動消火設備を設置する設計とする。
　なお，火災感知設備及び自動消火設備については，「(2)　火災感知設
備」及び「(3)　消火設備」に基づく設計とする。

評価要求
設置要求

火災防護設備
(1時間耐火隔壁)
火災防護設備 火災感知設備
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)

設計方針(影響軽減)
評価方法(影響軽減)
評価(影響軽減)

－ － － － －

191

b.中央制御室制御盤内の火災影響軽減設備
　中央制御室に設置する火災防護上の最重要設備である制御盤の火災及び
爆発の影響軽減設備は高感度煙感知器により構成し，以下に示す設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針
基本方針
設計方針(影響軽減)

－ － － － －

192

(a)　高感度煙感知器
　高感度煙感知器は，火災及び爆発の影響軽減のため，盤内における初期
の火災の速やかな感知を目的として，火災防護上の最重要設備の系統分離
対策を講ずる制御盤内に設置する設計とする。
　なお，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室も同等の設計とす
る。

設置要求
火災防護設備
(高感度煙感知器)

設計方針(影響軽減) － － － － －

193

c．中央制御室床下コンクリートピットの火災影響軽減設備
　中央制御室床下コンクリートピットの火災防護上の最重要設備(ケーブ
ル)の系統分離は，第1章 共通項目 「5.4.1 (2)b．中央制御室床下コンク
リートピットの影響軽減対策」に示す耐火隔壁，火災感知設備及び消火設
備により行う設計とする。
　このうち，火災及び爆発の影響軽減設備については，耐火隔壁により構
成する設計とする。
　なお，耐火隔壁，火災感知設備及び消火設備については，「本項a.」，
「(2)　火災感知設備」及び「(3)　消火設備」に基づく設計とする。
　また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室も同等の設計とす
る。

評価要求
火災防護設備
(1時間耐火隔壁(分離板))

設計方針(影響軽減)
評価方法(影響軽減)
評価(影響軽減)

－ － － － －
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Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災防護の基本方針
2.3   火災及び爆発の影響軽減

6. 火災及び爆発の影響軽減対策
　6.2 火災及び爆発の影響軽減のうち火災防護上
の最重要設備の系統分離

【2.3 火災及び爆発の影響軽減】
　火災及び爆発の影響軽減対策として，火災防護
上の系統分離対策について，以下の対策につい
て，説明する。
　・3時間以上の耐火能力を有する隔壁等による
分離
　・水平距離6ｍ以上の離隔距離の確保，火災感
知設備及び自動消火設備の設置による分離
　・1時間耐火隔壁による分離，火災感知設備及
び自動消火設備の設置による分離
　・中央監視室及び使用済燃料受入れ貯蔵施設の
制御室床下の影響軽減対策

【6.2.2 火災防護上の最重要設備に対する系統分
離対策の基本方針】
火災防護対象機器等に対する系統分離対策の基本
方針について，以下の対策について，説明する。
・3時間以上の耐火能力を有する隔壁等による分
離による分離方法
・水平距離6ｍ以上の離隔距離の確保，火災感知
設備及び自動消火設備の設置による分離方法
・1時間耐火隔壁による分離，火災感知設備及び
自動消火設備の設置による分離方法

【6.2.3 (2)1時間以上の耐火能力を有する隔壁】
　以下について耐火性能の確認方法(試験方法及
び判定基準)について説明する。
　(1) 機器間の分離に使用する場合
　(2) ケーブルトレイの分離に使用する場合

【6.2.4 中央制御室及び使用済み燃料受け入れ貯
蔵施設の制御室の系統分離対策】

【6.2.4 中央制御室及び使用済み燃料受け入れ貯
蔵施設の制御室の系統分離対策】
・床下の系統分離対策として，異なる系統のケー
ブルが混在しないように分離する設計とする。
　また，制御室床下の固定式ガス消火設備は，異
なる2種の火災感知器(熱感知器(光ファイバ含む)
及び煙感知器)を設置すること，制御室内には運
転員が常駐することから，手動操作による起動に
より，自動起動と同等に早期の消火が可能な設計
とする。

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
 5.2 消火設備について

Ⅵ-2-3　系統図
Ⅵ-2-4　配置図
Ⅵ-2-5　構造図
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

183

g．その他
(a)　移動式消火設備
　火災時の消火活動のため，消火ホース等の資機材を備え付けている移動
式消火設備として，大型化学高所放水車を配備するとともに，故障時の措
置として消防ポンプ付水槽車を配備する設計とする。
　また，航空機落下による化学火災(燃料火災)時の対処のため化学粉末消
防車を配備する設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(移動式消火設備)

設計方針(火災の消火)

184

(b)　消火用の照明器具
　火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する火災区域及
び火災区画の消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具として，移動経
路，消火設備の現場盤周辺に，現場への移動時間に加え，消防法の消火継
続時間20分を考慮し，2時間以上の容量の蓄電池を内蔵する照明器具を設
置する設計とする。

設置要求
火災防護設備
(蓄電池内蔵型照明)

設計方針(火災の消火)

185

(c)　ポンプ室
　火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設のポンプの設置場所の
うち，火災発生時の煙の充満により消火活動が困難な場所には，固定式消
火設備を設置する設計とする。
　上記以外のポンプを設置している部屋は，換気設備による排煙が可能で
あることから，煙が滞留し難い構造としており，人による消火が可能な設
計とする。

設置要求

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
二酸化炭素消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)

設計方針(火災の消火)

186

(d)　使用済燃料貯蔵設備
　使用済燃料貯蔵設備は，使用済燃料を水中に貯蔵するための設備であ
り，未臨界となるよう間隔を設けたラックに使用済燃料を貯蔵することか
ら，消火活動により消火用水が放水されても未臨界を維持できる設計とす
る。

評価要求 使用済燃料貯蔵設備 燃料貯蔵設備 設計方針(火災の消火)

187

(4)　火災及び爆発の影響軽減設備
a.火災防護上の最重要設備の系統分離のための火災影響軽減設備
　再処理施設における火災防護上の最重要設備の系統分離は，第1章　共
通項目　「5.4.1 (1)火災防護上の最重要設備の系統分離による影響軽減
対策」に示す耐火隔壁，火災感知設備及び自動消火設備により行う設計と
する。
　このうち，火災及び爆発の影響軽減設備については，耐火隔壁により構
成し，以下に示す設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針
設計方針(影響軽減)

188

(a)　3時間耐火隔壁
　3時間耐火隔壁は，互いに相違する系列を分離し，火災及び爆発の影響
を軽減するために，3時間以上の耐火能力を有する耐火隔壁を設置する設
計とする。

評価要求
設置要求

火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁)
3時間以上の耐火能力を有する隔壁)

設計方針(影響軽減)
評価方法(影響軽減)
評価(影響軽減)

189

(b)　6m以上離隔，火災感知設備及び自動消火設備
互いに相違する系列は，火災及び爆発の影響を軽減するために，水平距離
間には仮置きするものを含め可燃性物質が存在しないようにし，系列間を
6m以上の離隔距離により分離する設計とする。
また，火災感知設備及び自動消火設備を設置する設計とする。
なお，火災感知設備及び自動消火設備については，「(2)　火災感知設
備」及び「(3)　消火設備」に基づく設計とする。

設置要求

火災防護設備 火災感知設備
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)

設計方針（影響軽減）

190

(c)　1時間耐火隔壁，火災感知設備及び自動消火設備
　1時間耐火隔壁は，互いに相違する系列を分離し，火災及び爆発の影響
を軽減するために，1時間以上の耐火能力を有する耐火隔壁を設置する設
計とする。
　また，火災感知設備及び自動消火設備を設置する設計とする。
　なお，火災感知設備及び自動消火設備については，「(2)　火災感知設
備」及び「(3)　消火設備」に基づく設計とする。

評価要求
設置要求

火災防護設備
(1時間耐火隔壁)
火災防護設備 火災感知設備
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)

設計方針(影響軽減)
評価方法(影響軽減)
評価(影響軽減)

191

b.中央制御室制御盤内の火災影響軽減設備
　中央制御室に設置する火災防護上の最重要設備である制御盤の火災及び
爆発の影響軽減設備は高感度煙感知器により構成し，以下に示す設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針
基本方針
設計方針(影響軽減)

192

(a)　高感度煙感知器
　高感度煙感知器は，火災及び爆発の影響軽減のため，盤内における初期
の火災の速やかな感知を目的として，火災防護上の最重要設備の系統分離
対策を講ずる制御盤内に設置する設計とする。
　なお，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室も同等の設計とす
る。

設置要求
火災防護設備
(高感度煙感知器)

設計方針(影響軽減)

193

c．中央制御室床下コンクリートピットの火災影響軽減設備
　中央制御室床下コンクリートピットの火災防護上の最重要設備(ケーブ
ル)の系統分離は，第1章 共通項目 「5.4.1 (2)b．中央制御室床下コンク
リートピットの影響軽減対策」に示す耐火隔壁，火災感知設備及び消火設
備により行う設計とする。
　このうち，火災及び爆発の影響軽減設備については，耐火隔壁により構
成する設計とする。
　なお，耐火隔壁，火災感知設備及び消火設備については，「本項a.」，
「(2)　火災感知設備」及び「(3)　消火設備」に基づく設計とする。
　また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室も同等の設計とす
る。

評価要求
火災防護設備
(1時間耐火隔壁(分離板))

設計方針(影響軽減)
評価方法(影響軽減)
評価(影響軽減)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○
施設共通　基本設計方針
(移動式消火設備)

施設共通　基本設計方針
(移動式消火設備)

－ － －

【5.2.2(5) 消火設備の設計 g. その他】
(a)移動式消火設備の配備
・「使用済燃料の再処理の事業に関する規則」第
十二条に基づき，消火ホース等の資機材を備え付
けている大型化学高所放水車，消防ポンプ付水槽
車及び航空機落下による化学火災(燃料火災)時の
対処のため化学粉末消防車を配備する。

○

火災防護設備
(蓄電池内蔵型照明)
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
使用済燃料輸送容器管理建屋
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋)

火災防護設備
(蓄電池内蔵型照明
(前処理建屋,分離建屋,ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋,非常用電源建屋,高レベル廃液ガラス
固化建屋,精製建屋,低レベル廃液処理建屋,ﾊﾙ･ｴﾝ
ﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建屋,制御建屋,分析建屋,出入管理建
屋,主排気筒管理建屋,緊急時対策建屋,ウラン脱
硝建屋,ｳﾗﾝ酸化物貯蔵建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化
物貯蔵建屋,低レベル廃棄物貯蔵建屋，ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸ
ｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋)

－ － －

○(b)消火用の照明器具
建築基準法第三十五条及び建築基準法施行令第百
二十六条の５に準じ，屋内消火栓及び消火設備の
現場盤操作等に必要な照明器具として，移動経路
に加え，屋内消火栓設備及び消火設備の現場盤周
辺に設置するものとし，現場への移動時間に加
え，消防法の消火継続時間20分を考慮し，2時間
以上の容量の蓄電池を内蔵する照明器具を設置す
る設計とする。

○

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備
二酸化炭素消火設備)
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

施設共通　基本設計方針
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備
二酸化炭素消火設備
ハロゲン化物消火設備(局所)(ケーブルトレイ消
火設備,電源盤・制御盤消火設備))
(前処理建屋,分離建屋,ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋,非常用電源建屋,高レベル廃液ガラス
固化建屋,精製建屋,制御建屋
主排気筒管理建屋,ウラン脱硝建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ
混合酸化物貯蔵建屋)

－ － －
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【8．火災防護計画】

【5.2.2 (5) 消火設備の設計 (5)g. その他】
〇ポンプ室の煙の排気対策
・ポンプの設置場所のうち，火災発生時の煙の充
満により消火困難な場所には，固定式の消火設備
を設置する設計とする。
・換気設備による排煙が可能である場合は，人に
よる消火を行う。
【8．火災防護計画】
(2)再処理施設の火災防護上重要な機器等及び重
大事故等対処施設
④その他の再処理施設に対する火災防護対策

○ 使用済燃料貯蔵設備 燃料貯蔵設備 － － － －
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【8．火災防護計画】

(d)使用済燃料貯蔵設備の未臨界対策
・使用済燃料貯蔵プール等は，消火活動により消
火用水が放水されても未臨界を維持できる設計と
する。

○ － 基本方針 － － －

○ －

火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁)
3時間以上の耐火能力を有する隔壁)
(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
制御建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋)

－ － －

○ －

火災防護設備 火災感知設備
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備
ハロゲン化物消火設備(局所)(ケーブルトレイ消
火設備,電源盤・制御盤消火設備))
(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
制御建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋)

－ － －

○ －

火災防護設備
(1時間耐火隔壁)
火災防護設備 火災感知設備
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備
ハロゲン化物消火設備(局所)(ケーブルトレイ消
火設備,電源盤・制御盤消火設備))
(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
制御建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋)

－ － －

○ 基本方針 基本方針 － － －

○
火災防護設備
(高感度煙感知器)
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

火災防護設備
(高感度煙感知器)
(制御建屋)

－ － －

○
火災防護設備
(1時間耐火隔壁)
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

火災防護設備
(1時間耐火隔壁(分離板))
(制御建屋)

－ － －

【2.3 火災及び爆発の影響軽減】
　火災及び爆発の影響軽減対策として，火災防護
上の系統分離対策について，以下の対策につい
て，説明する。
　・3時間以上の耐火能力を有する隔壁等による
分離
　・水平距離6ｍ以上の離隔距離の確保，火災感
知設備及び自動消火設備の設置による分離
　・1時間耐火隔壁による分離，火災感知設備及
び自動消火設備の設置による分離
　・中央監視室及び使用済燃料受入れ貯蔵施設の
制御室床下の影響軽減対策

【6.2.2 火災防護上の最重要設備に対する系統分
離対策の基本方針】
火災防護対象機器等に対する系統分離対策の基本
方針について，以下の対策について，説明する。
・3時間以上の耐火能力を有する隔壁等による分
離による分離方法
・水平距離6ｍ以上の離隔距離の確保，火災感知
設備及び自動消火設備の設置による分離方法
・1時間耐火隔壁による分離，火災感知設備及び
自動消火設備の設置による分離方法

【6.2.3 (2)1時間以上の耐火能力を有する隔壁】
　以下について耐火性能の確認方法(試験方法及
び判定基準)について説明する。
　(1) 機器間の分離に使用する場合
　(2) ケーブルトレイの分離に使用する場合

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書

2. 火災防護の基本方針
2.3   火災及び爆発の影響軽減

6. 火災及び爆発の影響軽減対策
　6.2 火災及び爆発の影響軽減のうち火災防護上
の最重要設備の系統分離

Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
 5.2 消火設備について

Ⅵ-2-3　系統図
Ⅵ-2-4　配置図
Ⅵ-2-5　構造図
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

194

(5)　設備の共用
　火災感知設備の一部は，廃棄物管理施設と共用する。
　廃棄物管理施設と共用する火災感知設備は，共用によっても早期の火災
感知に影響がない設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を
損なわない設計とする。
 消火設備のうち，消火用水を供給する電動機駆動消火ポンプ，ディーゼ
ル駆動消火ポンプ，圧力調整用消火ポンプ，消火用水貯槽及びろ過水貯槽
は，廃棄物管理施設及びMOX燃料加工施設と共用し，消火栓設備の一部，
消火器の一部及び防火水槽の一部は，廃棄物管理施設と共用する。
　廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する消火水供給設備並び
に廃棄物管理施設と共用する消火栓設備及び防火水槽は，廃棄物管理施設
又はMOX燃料加工施設へ消火用水を供給した場合においても再処理施設で
必要な容量を確保する設計とし，消火水供給設備においては，故障その他
の異常が発生した場合でも，弁を閉止することにより故障その他の異常に
よる影響を局所化し，故障その他の異常が発生した施設からの波及的影響
を防止する設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわ
ない設計とする。
　また，廃棄物管理施設と共用する区域の消火器は，必要量の消火剤を配
備する設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない
設計とする。

機能要求①

基本方針
消火設備 消火用水供給系
(消火用水貯槽,
ろ過水貯槽,
電動機駆動消火ポンプ,
ディーゼル駆動消火ポンプ,
防火水槽,
屋外消火栓)

設計方針(設備の共用)

Ⅵ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書

【共用に伴う消火設備の適合性】
・消火設備のうち，消火用水を供給する電動機駆
動消火ポンプ，ディーゼル駆動消火ポンプ，消火
用水貯槽及びろ過水貯槽を廃棄物管理施設及び
MOX燃料加工施設と共用し，消火用水を供給した
場合においても再処理施設で必要な容量を確保す
る設計とする。
・消火水供給設備において，故障その他の異常が
発生した場合でも，弁を閉止することにより故障
その他の異常による影響を局所化し，故障その他
の異常が発生した施設からの波及的影響を防止す
る設計とする。 △ 基本方針 － － －

195

　さらに，緊急時対策建屋等に設置する火災区域構造物及び火災区画構造
物，火災感知設備，消火設備は，MOX燃料加工施設と共用する。
　これらの共用設備は，共用によって仕様，火災感知に係る機能，消火機
能に変更はないため，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計
とする。

機能要求①

火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))

火災防護設備 火災感知設備
(火災受信器盤)

火災防護設備 消火設備
(消火用水供給系(屋内消火栓)，ハロゲン化物消
火設備)

設計方針(設備の共用)

Ⅵ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書

【(2) 悪影響防止】
緊急時対策建屋等に設置する火災区域構造物及び
火災区画構造物，火災感知設備，消火設備は，
MOX燃料加工施設と共用する。
　これらの共用設備は，共用によって仕様，火災
感知に係る機能，消火機能に変更はないため，共
用によって再処理施設の安全性を損なわない設計
とする。

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

194

(5)　設備の共用
　火災感知設備の一部は，廃棄物管理施設と共用する。
　廃棄物管理施設と共用する火災感知設備は，共用によっても早期の火災
感知に影響がない設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を
損なわない設計とする。
 消火設備のうち，消火用水を供給する電動機駆動消火ポンプ，ディーゼ
ル駆動消火ポンプ，圧力調整用消火ポンプ，消火用水貯槽及びろ過水貯槽
は，廃棄物管理施設及びMOX燃料加工施設と共用し，消火栓設備の一部，
消火器の一部及び防火水槽の一部は，廃棄物管理施設と共用する。
　廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する消火水供給設備並び
に廃棄物管理施設と共用する消火栓設備及び防火水槽は，廃棄物管理施設
又はMOX燃料加工施設へ消火用水を供給した場合においても再処理施設で
必要な容量を確保する設計とし，消火水供給設備においては，故障その他
の異常が発生した場合でも，弁を閉止することにより故障その他の異常に
よる影響を局所化し，故障その他の異常が発生した施設からの波及的影響
を防止する設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわ
ない設計とする。
　また，廃棄物管理施設と共用する区域の消火器は，必要量の消火剤を配
備する設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない
設計とする。

機能要求①

基本方針
消火設備 消火用水供給系
(消火用水貯槽,
ろ過水貯槽,
電動機駆動消火ポンプ,
ディーゼル駆動消火ポンプ,
防火水槽,
屋外消火栓)

設計方針(設備の共用)

195

　さらに，緊急時対策建屋等に設置する火災区域構造物及び火災区画構造
物，火災感知設備，消火設備は，MOX燃料加工施設と共用する。
　これらの共用設備は，共用によって仕様，火災感知に係る機能，消火機
能に変更はないため，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計
とする。

機能要求①

火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))

火災防護設備 火災感知設備
(火災受信器盤)

火災防護設備 消火設備
(消火用水供給系(屋内消火栓)，ハロゲン化物消
火設備)

設計方針(設備の共用)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○

消火設備 消火用水供給系
(消火用水貯槽
ろ過水貯槽
電動機駆動消火ポンプ
ディーゼル駆動消火ポンプ
防火水槽
屋外消火栓)

消火設備 消火用水供給系
(防火水槽
屋外消火栓)

－ － －

Ⅵ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書

【共用に伴う消火設備の適合性】
・消火設備のうち，消火用水を供給する電動機駆
動消火ポンプ，ディーゼル駆動消火ポンプ，消火
用水貯槽及びろ過水貯槽を廃棄物管理施設及び
MOX燃料加工施設と共用し，消火用水を供給した
場合においても再処理施設で必要な容量を確保す
る設計とする。
・消火水供給設備において，故障その他の異常が
発生した場合でも，弁を閉止することにより故障
その他の異常による影響を局所化し，故障その他
の異常が発生した施設からの波及的影響を防止す
る設計とする。

○ －

火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))

火災防護設備 火災感知設備
(火災受信器盤)

火災防護設備 消火設備
(消火用水供給系(屋内消火栓)，ハロゲン化物消
火設備)

－ － －

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書

【(2) 悪影響防止】
緊急時対策建屋等に設置する火災区域構造物及び
火災区画構造物，火災感知設備，消火設備は，
MOX燃料加工施設と共用する。
　これらの共用設備は，共用によって仕様，火災
感知に係る機能，消火機能に変更はないため，共
用によって再処理施設の安全性を損なわない設計
とする。

凡例

・「説明対象」について

〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目

△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

－：当該申請回次で記載しない項目
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第1章　共通項目
6.　再処理施設内における溢水による損傷の防止
6.1 　溢水から防護する設備及び設計方針
安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水の発生によりその安
全機能を損なうおそれがある場合において，防護措置その他の適切な措置
を講じることにより，溢水に対して安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

1.　概要
2.　溢水による損傷の防止に対する基本方針

【1.　概要】
・本資料の説明概要
【2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針】
・技術基準を満足するための溢水防護に関する基
本方針
・安全機能を有する施設は，再処理施設内におけ
る溢水の発生によりその安全機能を損なうおそれ
がある場合において，防護措置その他の適切な措
置を講じることにより，溢水に対して安全機能を
損なわない設計とする。

〇 基本方針 －

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針

【2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針】
・技術基準を満足するための溢水防護に関する基
本方針
・安全機能を有する施設は，再処理施設内におけ
る溢水の発生によりその安全機能を損なうおそれ
がある場合において，防護措置その他の適切な措
置を講じることにより，溢水に対して安全機能を
損なわない設計とする。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.1 溢水防護対象設備の選定

【2.1　溢水防護対象設備の選定】
・「溢水防護対象設備の選定」に関する基本方針
・溢水によってその安全機能が損なわれないこと
を確認する必要がある施設を全ての安全機能を有
する建物・構築物，系統及び機器とし，全ての安
全機能を有する建物・構築物，系統及び機器の中
から安全評価上機能を期待するものとして，安全
上重要な機能を有する建物・構築物，系統及び機
器を溢水防護対象設備として選定する。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.1 溢水防護対象設備の選定

Ⅵ－１－１－６－２　溢水防護対象設備の選定
2.1 溢水防護対象設備の選定方針

【2.1 溢水防護対象設備の選定方針】
・溢水防護対象設備の選定方針
溢水防護対象設備以外の安全機能を有する施設
は，溢水による損傷を考慮して，代替設備により
必要な機能を確保すること，安全上支障のない期
間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に
組み合わせることにより，その安全機能を損なわ
ない設計とする。

4

溢水防護対象設備が溢水により安全機能を損なわない設計であることを確
認するために，再処理施設内において発生が想定される溢水の影響を評価
(以下「溢水評価」という。)する。
また，溢水評価に当たっては，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故
に対処するために必要な機器の単一故障を考慮しても異常事象を収束でき
る設計とする。

冒頭宣言
定義

基本方針 基本方針

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

1.　概要
2.　溢水による損傷の防止に対する基本方針

【1.概要】
・本資料の説明概要
【2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針】
・技術基準を満足するための溢水防護に関する基
本方針
・再処理施設内において発生が想定される溢水の
影響を評価(以下「溢水評価」という。)し，溢水
防護対象設備の安全性を損なうおそれがある場合
は，防護措置その他の適切な措置を講じることに
より，安全機能を損なわない設計とする。

〇 基本方針 －

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針

【2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針】
・技術基準を満足するための溢水防護に関する基
本方針
・再処理施設内において発生が想定される溢水の
影響を評価(以下「溢水評価」という。)し，溢水
防護対象設備の安全性を損なうおそれがある場合
は，防護措置その他の適切な措置を講じることに
より，安全機能を損なわない設計とする。

5

なお，溢水評価の条件に見直しがある場合は，溢水評価への影響確認を行
うことを保安規定に定めて，管理する。

運用要求
施設共通　基本設計方針
(溢水評価条件の変更の都度，溢水評価を実施す
ること)

基本方針

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

1. 概要
2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針

【1.概要】
・本資料の説明概要
【2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針】
・技術基準を満足するための溢水防護に関する基
本方針
・溢水評価の条件の変更により評価結果が影響を
受けないことを確認するために，見直しがある場
合は，溢水評価への影響確認を実施することを保
安規定に定めて，管理する。 〇

施設共通　基本設計方針
(溢水評価条件の変更の都度，溢水評価を実施す
ること)

―

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針

【2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針】
・技術基準を満足するための溢水防護に関する基
本方針
・溢水評価の条件の変更により評価結果が影響を
受けないことを確認するために，見直しがある場
合は，溢水評価への影響確認を実施することを保
安規定に定めて，管理する。

〇

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水防護対象設備以外の設備の安全機能の確
保・維持)

－

【2.1　溢水防護対象設備の選定】
・「溢水防護対象設備の選定」に関する基本方針
・溢水防護対象設備以外の安全機能を有する施設
は，溢水による損傷を考慮して，代替設備により
必要な機能を確保すること，安全上支障のない期
間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に
組み合わせることにより，その安全機能を損なわ
ない設計（多重性又は多様性を有する設備が同時
にその安全機能を損なわない設計）とする。
また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設
備により必要な機能を確保すること，安全上支障
のない期間での修理を行うことを保安規定に定め
て，管理する。

〇 基本方針 －

Ⅵ－１－１－６－２　溢水防護対象設備の選定
2.1 溢水防護対象設備の選定方針
2.2 評価対象の溢水防護対象設備の選定

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.1 溢水防護対象設備の選定

Ⅵ－１－１－６－２　溢水防護対象設備の選定

1.　概要
2.　溢水防護対象設備の選定
2.1 溢水防護対象設備の選定方針

【2.1　溢水防護対象設備の選定】
・「溢水防護対象設備の選定」に関する基本方針
・溢水防護対象設備以外の安全機能を有する施設
は，溢水による損傷を考慮して，代替設備により
必要な機能を確保すること，安全上支障のない期
間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に
組み合わせることにより，その安全機能を損なわ
ない設計（多重性又は多様性を有する設備が同時
にその安全機能を損なわない設計）とする。
また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設
備により必要な機能を確保すること，安全上支障
のない期間での修理を行うことを保安規定に定め
て，管理する。

【1.　概要】
・本資料の説明概要
【2.1 溢水防護対象設備の選定方針】
・溢水防護対象設備の選定方針
溢水防護対象設備以外の安全機能を有する施設
は，溢水による損傷を考慮して，代替設備により
必要な機能を確保すること，安全上支障のない期
間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に
組み合わせることにより，その安全機能を損なわ
ない設計とする。

基本方針
基本方針(対象選定)
対象選定

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.1 溢水防護対象設備の選定

Ⅵ－１－１－６－２　溢水防護対象設備の選定

1.　概要
2.　溢水防護対象設備の選定
2.1 溢水防護対象設備の選定方針
2.2 評価対象の溢水防護対象設備の選定

2

ここで，安全機能を有する施設のうち，安全評価上機能を期待する安全上
重要な機能を有する建物・構築物，系統及び機器を溢水から防護する設備
(以下「溢水防護対象設備」という。)とし，これらの設備が，没水，被水
及び蒸気の影響を受けて，その安全機能を損なわない設計(多重性又は多
様性を有する設備が同時にその安全機能を損なわない設計)とする。

冒頭宣言
定義

3

溢水防護対象設備以外の安全機能を有する施設は，溢水による損傷を考慮
して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間
での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，
その安全機能を損なわない設計とする。
また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確
保すること，安全上支障のない期間での修理を行うことを保安規定に定め
て，管理する。

冒頭宣言
運用要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水防護対象設備以外の設備の安全機能の確
保・維持)

基本方針(対象選定)

【2.1　溢水防護対象設備の選定】
・「溢水防護対象設備の選定」に関する基本方針
・溢水によってその安全機能が損なわれないこと
を確認する必要がある施設を全ての安全機能を有
する建物・構築物，系統及び機器とし，全ての安
全機能を有する建物・構築物，系統及び機器の中
から安全評価上機能を期待するものとして，安全
上重要な機能を有する建物・構築物，系統及び機
器を溢水防護対象設備として選定する。

【1.　概要】
・本資料の説明概要
【2.1 溢水防護対象設備の選定方針】
・溢水防護対象設備の選定方針
・溢水によってその安全機能が損なわれないこと
を確認する必要がある施設を全ての安全機能を有
する建物・構築物，系統及び機器とし，その上で
事業許可基準規則及びその解釈並びに内部溢水ガ
イドで定められている，溢水から防護すべき安全
機能を踏まえ，全ての安全機能を有する建物・構
築物，系統及び機器の中から安全評価上機能を期
待するものとして，安全上重要な機能を有する建
物・構築物，系統及び機器を溢水防護対象設備と
して選定する。

【2.2 評価対象の溢水防護対象設備の選定】
・評価対象の溢水防護対象設備の選定結果
・溢水防護対象設備のうち，溢水により安全機能
を損なうおそれのある設備を評価対象として選定
する。
・溢水により安全機能を損なわないことが明らか
な設備は，溢水評価の対象から除外する。

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

【2.1 溢水防護対象設備の選定方針】
・溢水防護対象設備の選定方針
・溢水によってその安全機能が損なわれないこと
を確認する必要がある施設を全ての安全機能を有
する建物・構築物，系統及び機器とし，その上で
事業許可基準規則及びその解釈並びに内部溢水ガ
イドで定められている，溢水から防護すべき安全
機能を踏まえ，全ての安全機能を有する建物・構
築物，系統及び機器の中から安全評価上機能を期
待するものとして，安全上重要な機能を有する建
物・構築物，系統及び機器を溢水防護対象設備と
して選定する。
【2.2 評価対象の溢水防護対象設備の選定】
・評価対象の溢水防護対象設備の選定結果
・溢水防護対象設備のうち，溢水により安全機能
を損なうおそれのある設備を評価対象として選定
する。
・溢水により安全機能を損なわないことが明らか
な設備は，溢水評価の対象から除外する。
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1

第1章　共通項目
6.　再処理施設内における溢水による損傷の防止
6.1 　溢水から防護する設備及び設計方針
安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水の発生によりその安
全機能を損なうおそれがある場合において，防護措置その他の適切な措置
を講じることにより，溢水に対して安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

4

溢水防護対象設備が溢水により安全機能を損なわない設計であることを確
認するために，再処理施設内において発生が想定される溢水の影響を評価
(以下「溢水評価」という。)する。
また，溢水評価に当たっては，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故
に対処するために必要な機器の単一故障を考慮しても異常事象を収束でき
る設計とする。

冒頭宣言
定義

基本方針 基本方針

5

なお，溢水評価の条件に見直しがある場合は，溢水評価への影響確認を行
うことを保安規定に定めて，管理する。

運用要求
施設共通　基本設計方針
(溢水評価条件の変更の都度，溢水評価を実施す
ること)

基本方針

基本方針
基本方針(対象選定)
対象選定

2

ここで，安全機能を有する施設のうち，安全評価上機能を期待する安全上
重要な機能を有する建物・構築物，系統及び機器を溢水から防護する設備
(以下「溢水防護対象設備」という。)とし，これらの設備が，没水，被水
及び蒸気の影響を受けて，その安全機能を損なわない設計(多重性又は多
様性を有する設備が同時にその安全機能を損なわない設計)とする。

冒頭宣言
定義

3

溢水防護対象設備以外の安全機能を有する施設は，溢水による損傷を考慮
して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間
での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，
その安全機能を損なわない設計とする。
また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確
保すること，安全上支障のない期間での修理を行うことを保安規定に定め
て，管理する。

冒頭宣言
運用要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水防護対象設備以外の設備の安全機能の確
保・維持)

基本方針(対象選定)

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.1 溢水防護対象設備の選定

【2.1　溢水防護対象設備の選定】
・「溢水防護対象設備の選定」に関する基本方針

第２回

第１回申請と同一

〇 － 基本方針 －

Ⅵ－１－１－６－２　溢水防護対象設備の選定
2.1 溢水防護対象設備の選定方針
2.2 評価対象の溢水防護対象設備の選定

【2.1 溢水防護対象設備の選定方針】
・溢水防護対象設備の選定方針
【2.2 評価対象の溢水防護対象設備の選定】
・評価対象の溢水防護対象設備の選定結果

－－

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一
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説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・また，破損を想定する配管は，内包する流体の
エネルギに応じて，高エネルギ配管又は低エネル
ギ配管に分類する。

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

・溢水源及び溢水量は，想定破損による溢水，消
火水等の放水による溢水，地震起因による溢水及
びその他の溢水を踏まえ設定する。
・想定破損による溢水は，内部溢水ガイドを参考
に，特定の事象に起因しない機器の破損を想定し
た事象であることを踏まえ，他の系統及び機器は
健全なものと仮定して1系統における単一の機器
の破損を想定し，溢水源となり得る機器は流体を
内包する配管とし，配管の破損箇所を溢水源とし
て設定する
・また，破損を想定する配管は，内包する流体の
エネルギに応じて，高エネルギ配管又は低エネル
ギ配管に分類する。

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2．溢水源及び溢水量の設定】
・想定する溢水事象
・溢水源及び溢水量の設定においては，内部溢水
ガイドを参考に，発生要因別に分類した以下の溢
水を想定して設定する。
(1)想定破損による溢水
(2)消火水等の放水による溢水
(3)地震起因による溢水
(4)その他の溢水
溢水源となり得る機器は，流体を内包する配管及
び容器(塔，槽類を含む。)とし，設計図書(施工
図面等)及び必要に応じ現場確認等により抽出を
行ったうえ，耐震評価及び応力評価を踏まえ選定
する。なお，「Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の
漏えいによる損傷の防止に対する基本方針」の
「2.2　再処理施設における化学薬品取扱いの基
本方針」に示す化学薬品についても，機器等に内
包される液体であることを踏まえ，ここで溢水源
として想定する。

【2.1　想定破損による溢水】
・破損を想定する機器の考え方
・高エネルギ配管及び低エネルギ配管の破損にお
いて，想定する破損形状と溢水量の考え方
・想定する破損形状と溢水量
・溢水源となりえる機器及び想定する溢水量
・想定破損による溢水は，内部溢水ガイドを参考
に，特定の事象に起因しない機器の破損を想定し
た事象であることを踏まえ，他の系統及び機器は
健全なものと仮定して1系統における単一の機器
の破損を想定し，溢水源となり得る機器は流体を
内包する配管とし，配管の破損箇所を溢水源とし
て設定する

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・溢水源及び溢水量は，想定破損による溢水，消
火水等の放水による溢水，地震起因による溢水及
びその他の溢水を踏まえ設定する。

〇
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定(想定破損))

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・想定破損による溢水は，内部溢水ガイドを参考
に，特定の事象に起因しない機器の破損を想定し
た事象であることを踏まえ，他の系統及び機器は
健全なものと仮定して1系統における単一の機器
の破損を想定し，溢水源となり得る機器は流体を
内包する配管とし，配管の破損箇所を溢水源とし
て設定する

〇 基本方針 －

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

〇 基本方針 ―

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

基本方針(条件設定)

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

1.　概要
2.　溢水源及び溢水量の設定
2.1 想定破損による溢水

基本方針 基本方針(条件設定)

基本方針

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定(想定破損))

基本方針(条件設定)
評価条件

6

6.2 　考慮すべき溢水事象
溢水評価では，溢水源として発生要因別に分類した以下の溢水を想定す
る。
(1)　溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生じる溢
水(以下「想定破損による溢水」という。)
(2)　再処理施設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡大防止のために
設置される系統からの放水による溢水(以下「消火水等の放水による溢
水」という。)
(3)　地震に起因する機器の破損等により生じる溢水(燃料貯蔵プール・
ピット等のスロッシングにより発生する溢水を含む。)(以下「地震起因に
よる溢水」という。)
(4)　その他の要因(地下水の流入，地震以外の自然現象，誤操作等)によ
り生じる溢水(以下「その他の溢水」という。)
溢水源となり得る機器は，流体を内包する配管及び容器(塔，槽類を含
む。)とし，設計図書(施工図面等)及び必要に応じ現場確認等により抽出
を行ったうえ，耐震評価及び応力評価を踏まえ選定する。なお，「7.3
設計上考慮すべき化学薬品の設定のための方針」の「7.3.1　漏えいによ
る影響を検討する化学薬品及び構成部材の抽出」に示す化学薬品について
も，機器等に内包される液体であることを踏まえ，ここで溢水源として想
定する。

冒頭宣言
定義

8

また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギに応じて，高エネ
ルギ配管又は低エネルギ配管に分類する。

定義

7

6.3 　溢水源及び溢水量の設定
6.3.1 　想定破損による溢水
想定破損による溢水は，1系統における単一の機器の破損を想定し，溢水
源となり得る機器は流体を内包する配管とし，配管の破損箇所を溢水源と
して設定する。

冒頭宣言
評価要求
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

基本方針(条件設定)

基本方針 基本方針(条件設定)

基本方針

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定(想定破損))

基本方針(条件設定)
評価条件

6

6.2 　考慮すべき溢水事象
溢水評価では，溢水源として発生要因別に分類した以下の溢水を想定す
る。
(1)　溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生じる溢
水(以下「想定破損による溢水」という。)
(2)　再処理施設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡大防止のために
設置される系統からの放水による溢水(以下「消火水等の放水による溢
水」という。)
(3)　地震に起因する機器の破損等により生じる溢水(燃料貯蔵プール・
ピット等のスロッシングにより発生する溢水を含む。)(以下「地震起因に
よる溢水」という。)
(4)　その他の要因(地下水の流入，地震以外の自然現象，誤操作等)によ
り生じる溢水(以下「その他の溢水」という。)
溢水源となり得る機器は，流体を内包する配管及び容器(塔，槽類を含
む。)とし，設計図書(施工図面等)及び必要に応じ現場確認等により抽出
を行ったうえ，耐震評価及び応力評価を踏まえ選定する。なお，「7.3
設計上考慮すべき化学薬品の設定のための方針」の「7.3.1　漏えいによ
る影響を検討する化学薬品及び構成部材の抽出」に示す化学薬品について
も，機器等に内包される液体であることを踏まえ，ここで溢水源として想
定する。

冒頭宣言
定義

8

また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギに応じて，高エネ
ルギ配管又は低エネルギ配管に分類する。

定義

7

6.3 　溢水源及び溢水量の設定
6.3.1 　想定破損による溢水
想定破損による溢水は，1系統における単一の機器の破損を想定し，溢水
源となり得る機器は流体を内包する配管とし，配管の破損箇所を溢水源と
して設定する。

冒頭宣言
評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針
2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2.　溢水源及び溢水量の設定

【2．溢水源及び溢水量の設定】
・想定する溢水事象
・溢水源及び溢水量の設定においては，内部溢水
ガイドを参考に，発生要因別に分類した以下の溢
水を想定して設定する。
(1)想定破損による溢水
(2)消火水等の放水による溢水
(3)地震起因による溢水
(4)その他の溢水
溢水源となり得る機器は，流体を内包する配管及
び容器(塔，槽類を含む。)とし，設計図書(施工
図面等)及び必要に応じ現場確認等により抽出を
行ったうえ，耐震評価及び応力評価を踏まえ選定
する。なお，「Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の
漏えいによる損傷の防止に対する基本方針」の
「2.2　再処理施設における化学薬品取扱いの基
本方針」に示す化学薬品についても，機器等に内
包される液体であることを踏まえ，ここで溢水源
として想定する。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針
2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2．　溢水源及び溢水量の設定
2.1　想定破損による溢水

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針
2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定
2．溢水源及び溢水量の設定
2.1 想定破損による溢水

【2．溢水源及び溢水量の設定】
【2.1　想定破損による溢水】
・破損を想定する機器の考え方
・高エネルギ配管及び低エネルギ配管の破損にお
いて，想定する破損形状と溢水量の考え方
・想定する破損形状と溢水
・また，破損を想定する配管は，内包する流体の
エネルギに応じて，高エネルギ配管又は低エネル
ギ配管に分類する。

〇 － 基本方針 ―

〇
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定(想定破損))

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定(想定破損))

―

【2.1　想定破損による溢水】
・破損を想定する機器の考え方
・高エネルギ配管及び低エネルギ配管の破損にお
いて，想定する破損形状と溢水量の考え方
・想定する破損形状と溢水量
・溢水源となりえる機器及び想定する溢水量
・想定破損による溢水は，内部溢水ガイドを参考
に，特定の事象に起因しない機器の破損を想定し
た事象であることを踏まえ，他の系統及び機器は
健全なものと仮定して1系統における単一の機器
の破損を想定し，溢水源となり得る機器は流体を
内包する配管とし，配管の破損箇所を溢水源とし
て設定する。

－

－

－

－

〇 基本方針 基本方針 ―－－
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説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

〇 基本方針 ―

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・配管の破損形状の想定に当たっては，高エネル
ギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配
管は，原則「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の
1/2の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラッ
ク」という。)」を想定する。

〇 基本方針 ―

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応
力評価を実施する場合は，発生応力と許容応力の
比による応力評価の結果に基づく破損形状を想定
する。
高エネルギ配管については，ターミナルエンド部
を除き，発生応力が許容応力の0.8倍を超える場
合は「完全全周破断」，0.4倍を超え0.8倍以下で
あれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下で
あれば破損は想定しない。
また，低エネルギ配管については，発生応力が許
容応力の0.4倍を超える場合は「貫通クラック」
を想定し，0.4倍以下であれば破損は想定しな
い。

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・配管の破損形状の想定に当たっては，高エネル
ギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配
管は，原則「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の
1/2の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラッ
ク」という。)」を想定する。
・ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応
力評価を実施する場合は，発生応力と許容応力の
比による応力評価の結果に基づく破損形状を想定
する。
高エネルギ配管については，ターミナルエンド部
を除き，発生応力が許容応力の0.8倍を超える場
合は「完全全周破断」，0.4倍を超え0.8倍以下で
あれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下で
あれば破損は想定しない。
また，低エネルギ配管については，発生応力が許
容応力の0.4倍を超える場合は「貫通クラック」
を想定し，0.4倍以下であれば破損は想定しな
い。

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2．溢水源及び溢水量の設定】
・溢水源及び溢水量の設定においては，内部溢水
ガイドを参考に，発生要因別に分類した以下の溢
水を想定して設定する。
(1)想定破損による溢水
(2)消火水等の放水による溢水
(3)地震起因による溢水
(4)その他の溢水

【2.1　想定破損による溢水】
・破損を想定する機器の考え方
・高エネルギ配管及び低エネルギ配管の破損にお
いて，想定する破損形状と溢水量の考え方
・想定する破損形状と溢水量
・溢水源となりえる機器及び想定する溢水量
・配管の破損形状の設定に当たっては，高エネル
ギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配
管は，原則「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の
1/2の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラッ
ク」という。)」を想定する。
・ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応
力評価を実施する場合は，発生応力と許容応力の
比による応力評価の結果に基づく破損形状を想定
する。
高エネルギ配管については，ターミナルエンド部
を除き，発生応力が許容応力の0.8倍を超える場
合は「完全全周破断」，0.4倍を超え0.8倍以下で
あれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下で
あれば破損は想定しない。
また，低エネルギ配管については，発生応力が許
容応力の0.4倍を超える場合は「貫通クラック」
を想定し，0.4倍以下であれば破損は設定しな
い。

9

配管の破損形状の想定に当たっては，高エネルギ配管は，原則「完全全周
破断」，低エネルギ配管は，原則「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2
の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラック」という。)」を想定す
る。

定義

10

ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応力評価を実施する場合は，
発生応力と許容応力の比による応力評価の結果に基づく破損形状を想定す
る。
高エネルギ配管については，ターミナルエンド部を除き，発生応力が許容
応力の0.8倍を超える場合は「完全全周破断」，0.4倍を超え0.8倍以下で
あれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下であれば破損は 想定しな
い。
また，低エネルギ配管については，発生応力が許容応力の0.4倍を超える
場合は「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下であれば破損は想定しな
い。

定義

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

1.　概要
2.　溢水源及び溢水量の設定
2.1 想定破損による溢水

基本方針 基本方針(条件設定)

基本方針 基本方針(条件設定)
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

9

配管の破損形状の想定に当たっては，高エネルギ配管は，原則「完全全周
破断」，低エネルギ配管は，原則「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2
の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラック」という。)」を想定す
る。

定義

10

ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応力評価を実施する場合は，
発生応力と許容応力の比による応力評価の結果に基づく破損形状を想定す
る。
高エネルギ配管については，ターミナルエンド部を除き，発生応力が許容
応力の0.8倍を超える場合は「完全全周破断」，0.4倍を超え0.8倍以下で
あれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下であれば破損は 想定しな
い。
また，低エネルギ配管については，発生応力が許容応力の0.4倍を超える
場合は「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下であれば破損は想定しな
い。

定義 基本方針 基本方針(条件設定)

基本方針 基本方針(条件設定)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針
2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定
2．溢水源及び溢水量の設定
2.1 想定破損による溢水

【2．溢水源及び溢水量の設定】
[2.1　想定破損による溢水】
・破損を想定する機器の考え方
・高エネルギ配管及び低エネルギ配管の破損にお
いて，想定する破損形状と溢水量の考え方
・想定する破損形状と溢水
・配管の破損形状の想定に当たっては，高エネル
ギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配
管は，原則「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の
1/2の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラッ
ク」という。)」を想定する。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針
2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2.1 想定破損による溢水

〇 基本方針 基本方針 ―

〇 基本方針 基本方針 ―

－－

【2.1　想定破損による溢水】
・破損を想定する機器の考え方
・高エネルギ配管及び低エネルギ配管の破損にお
いて，想定する破損形状と溢水量の考え方
・想定する破損形状と溢水量
・溢水源となりえる機器及び想定する溢水量
・ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応
力評価を実施する場合は，発生応力と許容応力の
比による応力評価の結果に基づく破損形状を想定
する。
高エネルギ配管については，ターミナルエンド部
を除き，発生応力が許容応力の0.8倍を超える場
合は「完全全周破断」，0.4倍を超え0.8倍以下で
あれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下で
あれば破損は想定しない。
また，低エネルギ配管については，発生応力が許
容応力の0.4倍を超える場合は「貫通クラック」
を想定し，0.4倍以下であれば破損は想定しな
い。

－－
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説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・想定する破損箇所は溢水防護対象設備への溢水
の影響が最も大きくなる位置とし，溢水量は，異
常の検知，事象の判断及び漏えい箇所の特定並び
に現場又は中央制御室並びに使用済燃料の受入れ
施設及び貯蔵施設の制御室からの隔離(運転員の
状況確認及び隔離操作を含む。)により漏えい停
止するまでの時間を適切に考慮し，想定する破損
箇所からの流出量と隔離後の溢水量として隔離範
囲内の系統の保有水量を合算して設定する。

〇
施設共通　基本設計方針
(配管の肉厚管理)

―

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・応力評価の結果により破損形状の想定を行う場
合は，評価結果に影響するような減肉がないこと
を確認するために継続的な肉厚管理を実施するこ
とを保安規定に定めて，管理する。

〇
施設共通　基本設計方針
(手動による漏えい停止の手順)

―

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・なお，手動による漏えいの停止のために現場等
を確認し操作することを保安規定に定めて，管理
する。

〇
基本方針
施設共通　基本設計方針
(隔離操作(溢水量の算出))

―

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・応力評価の結果により破損形状の想定を行う場
合は，評価結果に影響するような減肉がないこと
を確認するために継続的な肉厚管理を実施するこ
とを保安規定に定めて，管理する。
・想定する破損箇所は溢水防護対象設備への溢水
の影響が最も大きくなる位置とし，溢水量は，異
常の検知，事象の判断及び漏えい箇所の特定並び
に現場又は中央制御室並びに使用済燃料の受入れ
施設及び貯蔵施設の制御室からの隔離(運転員の
状況確認及び隔離操作を含む。)により漏えい停
止するまでの時間を適切に考慮し，想定する破損
箇所からの流出量と隔離後の溢水量として隔離範
囲内の系統の保有水量を合算して設定する。
・なお，手動による漏えいの停止のために現場等
を確認し操作することを保安規定に定めて，管理
する。なお，手動による漏えいの停止のために現
場及び中央制御室を確認し操作することを保安規
定に定めて，管理する。

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2.1　想定破損による溢水】
・破損を想定する機器の考え方
・高エネルギ配管及び低エネルギ配管の破損にお
いて，想定する破損形状と溢水量の考え方
・想定する破損形状と溢水量
・溢水源となりえる機器及び想定する溢水量
・応力評価の結果により破損形状の想定を行う場
合は，評価結果に影響するような減肉がないこと
を確認するために継続的な肉厚管理を実施するこ
とを保安規定に定めて，管理する。
・想定する破損箇所は溢水防護対象設備への溢水
の影響が最も大きくなる位置とし，溢水量は異常
の検知，事象の判断及び漏えい箇所からの特定並
びに現場又は中央監視室からの隔離(運転員の状
況確認及び遠隔操作を含む。)により漏えい停止
するまでの時間を適切に考慮し，想定する破損個
所からの流出量と隔離後の溢水量として隔離範囲
内の系統の保有水量を合算して算出する。
・なお，手動による漏えいの停止のために現場及
び中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設の制御室に表示されるパラメータを確認
し操作することを保安規定に定めて，管理する。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

1. 概要
2.1 想定破損による溢水

施設共通　基本設計方針
(手動による漏えい停止の手順)

基本方針(条件設定)

11

応力評価の結果により破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影響する
ような減肉がないことを確認するために継続的な肉厚管理を実施すること
を保安規定に定めて，管理する。

運用要求

13

なお，手動による漏えいの停止のために現場等を確認し操作することを保
安規定に定めて，管理する。

運用要求

施設共通　基本設計方針
(配管の肉厚管理)

12

溢水源として設定する配管の破損箇所は溢水防護対象設備への溢水の影響
が最も大きくなる位置とし，溢水量は，異常の検知，事象の判断及び漏え
い箇所の特定並びに現場又は中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室からの隔離(運転員の状況確認及び隔離操作を含む。)によ
り漏えい停止するまでの時間を適切に考慮し，想定する破損箇所からの流
出量と隔離後の溢水量として隔離範囲内の系統の保有水量を合算して設定
する。

評価要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(隔離操作(溢水量の算出))

基本方針(条件設定)
評価条件

基本方針(条件設定)
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

施設共通　基本設計方針
(手動による漏えい停止の手順)

基本方針(条件設定)

11

応力評価の結果により破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影響する
ような減肉がないことを確認するために継続的な肉厚管理を実施すること
を保安規定に定めて，管理する。

運用要求

13

なお，手動による漏えいの停止のために現場等を確認し操作することを保
安規定に定めて，管理する。

運用要求

施設共通　基本設計方針
(配管の肉厚管理)

12

溢水源として設定する配管の破損箇所は溢水防護対象設備への溢水の影響
が最も大きくなる位置とし，溢水量は，異常の検知，事象の判断及び漏え
い箇所の特定並びに現場又は中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室からの隔離(運転員の状況確認及び隔離操作を含む。)によ
り漏えい停止するまでの時間を適切に考慮し，想定する破損箇所からの流
出量と隔離後の溢水量として隔離範囲内の系統の保有水量を合算して設定
する。

評価要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(隔離操作(溢水量の算出))

基本方針(条件設定)
評価条件

基本方針(条件設定)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針
2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2.1 想定破損による溢水

【2.1　想定破損による溢水】
・想定する破損形状と溢水量
・応力評価の結果により破損形状の想定を行う場
合は，評価結果に影響するような減肉がないこと
を確認するために継続的な肉厚管理を実施するこ
とを保安規定に定めて，管理する。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2.1　想定破損による溢水

【2.1　想定破損による溢水】
・想定する破損形状と溢水量
・想定する破損箇所は溢水防護対象設備への溢水
の影響が最も大きくなる位置とし，溢水量は異常
の検知，事象の判断及び漏えい箇所からの特定並
びに現場又は中央監視室からの隔離(運転員の状
況確認及び遠隔操作を含む。)により漏えい停止
するまでの時間を適切に考慮し，想定する破損個
所からの流出量と隔離後の溢水量として隔離範囲
内の系統の保有水量を合算して設定する。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2.1　想定破損による溢水

【2.1　想定破損による溢水】
・破損を想定する機器の考え方
・なお，手動による漏えいの停止のために現場及
び中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設の制御室に表示されるパラメータを確認
し操作することを保安規定に定めて，管理する。

〇
施設共通　基本設計方針
(配管の肉厚管理)

施設共通　基本設計方針
(配管の肉厚管理)

―

〇
施設共通　基本設計方針
(隔離操作(溢水量の算出))

施設共通　基本設計方針
(隔離操作(溢水量の算出))

―

－

－

－

－

〇
施設共通　基本設計方針
(手動による漏えい停止の手順)

施設共通　基本設計方針
(手動による漏えい停止の手順)

―－－
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説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

○ 基本方針 －

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震
動Ｓｓによる地震力に対して耐震性が確保される
ものについては，溢水源として設定しない。

〇
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・地震起因による溢水については，耐震Ｓクラス
機器は基準地震動Ｓｓによる地震力によって破損
は生じないことから，流体を内包する系統のう
ち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震性
が確認されていない耐震Ｂ，Ｃクラスに属する系
統を溢水源として設定する。

〇
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(消火水))

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・消火水等の放水による溢水は，溢水防護建屋内
において，水を使用する消火設備である屋内消火
栓及び水噴霧消火設備を溢水源として想定する。
その他，消火設備ではないが，消火活動に供する
設備として，水を噴霧する連結散水からの放水を
溢水源として想定する。
消火水等の放水による溢水量は，消火設備からの
単位時間当たりの放水量と放水時間から溢水量を
設定する。

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・消火水等の放水による溢水は，溢水防護建屋内
において，水を使用する消火設備である屋内消火
栓及び水噴霧消火設備を溢水源として想定する。
その他，消火設備ではないが，消火活動に供する
設備として，水を噴霧する連結散水からの放水を
溢水源として想定する。
消火水等の放水による溢水量は，消火設備からの
単位時間当たりの放水量と放水時間から溢水量を
設定する。
・地震起因による溢水については，耐震Ｓクラス
機器は基準地震動Ｓｓによる地震力によって破損
は生じないことから，流体を内包する系統のう
ち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震性
が確認されていない耐震Ｂ，Ｃクラスに属する系
統を溢水源として想定する。
・ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震
動Ｓｓよる地震力に対して耐震性が確保されるも
のについては，溢水源として想定しない。

【2.2　消火水等の放水による溢水】
・溢水源として想定する消火設備
・放水時間及び溢水量の設定方法
・想定する溢水量
・消火水等の放水による溢水は，評価対象となる
溢水防護対象設備が設置されている溢水防護建屋
内において，水を使用する消火設備である屋内消
火栓及び連結散水装置からの放水を溢水源として
想定する。
消火水等の放水による溢水量の設定においては，
消火設備からの単位時間当たりの放水量と放水時
間から溢水量を設定する。
・地震起因による溢水については，耐震Ｓクラス
機器は基準地震動Ｓｓによる地震力によって破損
は生じないことから，流体を内包する系統のう
ち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震性
が確認されていない耐震Ｂ，Ｃクラスに属する系
統を溢水源として設定する。
・ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震
動Ｓｓによる地震力に対して耐震性が確保される
ものについては，溢水源として想定しない。

15

6.3.3 　地震起因による溢水
(1)　再処理施設内に設置された機器の破損による溢水
地震起因による溢水については，耐震Ｓクラス機器は基準地震動Ｓｓによ
る地震力によって破損は生じないことから，流体を内包する系統のうち，
基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震性が確認されていない耐震Ｂ，
Ｃクラスに属する系統を溢水源として設定する。

冒頭宣言
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

基本方針(条件設定)
評価条件

16

ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震動Ｓｓによる地震力に対し
て耐震性が確保されるものについては，溢水源として設定しない。

定義

14

6.3.2 　消火水等の放水による溢水
消火水等の放水による溢水は，溢水防護対象設備が設置されている建屋
(以下「溢水防護建屋」という。)内において，水を使用する消火設備であ
る屋内消火栓及び水噴霧消火設備を溢水源として設定する。その他，消火
設備ではないが，消火活動に供する設備として，水を噴霧する連結散水か
らの放水を溢水源として設定する。
消火水等の放水による溢水量については，消火設備及び消火活動に供する
設備からの単位時間当たりの放水量と放水時間から設定する。

冒頭宣言
評価要求

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2.2 消火水等の放水による溢水
2.3 地震起因による溢水

基本方針(条件設定)
評価条件

基本方針(条件設定)

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(消火水))

基本方針
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

15

6.3.3 　地震起因による溢水
(1)　再処理施設内に設置された機器の破損による溢水
地震起因による溢水については，耐震Ｓクラス機器は基準地震動Ｓｓによ
る地震力によって破損は生じないことから，流体を内包する系統のうち，
基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震性が確認されていない耐震Ｂ，
Ｃクラスに属する系統を溢水源として設定する。

冒頭宣言
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

基本方針(条件設定)
評価条件

16

ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震動Ｓｓによる地震力に対し
て耐震性が確保されるものについては，溢水源として設定しない。

定義

14

6.3.2 　消火水等の放水による溢水
消火水等の放水による溢水は，溢水防護対象設備が設置されている建屋
(以下「溢水防護建屋」という。)内において，水を使用する消火設備であ
る屋内消火栓及び水噴霧消火設備を溢水源として設定する。その他，消火
設備ではないが，消火活動に供する設備として，水を噴霧する連結散水か
らの放水を溢水源として設定する。
消火水等の放水による溢水量については，消火設備及び消火活動に供する
設備からの単位時間当たりの放水量と放水時間から設定する。

冒頭宣言
評価要求

基本方針(条件設定)
評価条件

基本方針(条件設定)

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(消火水))

基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2.2　消火水等の放水による溢水

【2.2　消火水等の放水による溢水】
・溢水源として想定する消火設備
・放水時間及び溢水量の設定方法
・想定する溢水量
・消火水等の放水による溢水は，評価対象となる
溢水防護対象設備が設置されている溢水防護建屋
内において，水を使用する消火設備である屋内消
火栓及び連結散水装置からの放水を溢水源として
設定する。
消火水等の放水による溢水量の設定においては，
消火設備からの単位時間当たりの放水量と放水時
間から溢水量を設定する。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2.3　地震起因による溢水

【2.3　地震起因による溢水】
・地震起因の溢水源として想定する機器の考え方
・溢水量の算定方法
・想定する溢水量
・地震起因による溢水については，耐震Ｓクラス
機器は基準地震動Ｓｓによる地震力によって破損
は生じないことから，流体を内包する系統のう
ち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震性
が確認されていない耐震Ｂ，Ｃクラスに属する系
統を溢水源として設定する。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2.3　地震起因による溢水

【2.3　地震起因による溢水】
・地震起因の溢水源として想定する機器の考え方
・溢水量の算定方法
・想定する溢水量
・ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震
動Ｓｓによる地震力に対して耐震性が確保される
ものについては，溢水源として設定しない。

〇
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(消火水))

施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(消火水))

―

〇
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

―

－

－

－

－

〇 － 基本方針 ―－－
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説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

〇
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(その他))

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・その他の溢水については，地震以外の自然現象
やその波及的影響に伴う溢水，溢水防護区画内に
て発生が想定されるその他の漏えい事象を想定す
る。
具体的には，地下水の流入，降水のような再処理
施設への直接的な影響と，飛来物等による屋外タ
ンク等の破損のような間接的な影響，機器ドレ
ン，機器損傷(配管以外)，人的過誤及び誤作動を
想定し，各事象において溢水源及び溢水量を設定
する。

○
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング
による溢水量の算出に当たっては，基準地震動Ｓ
ｓによる地震力により生じるスロッシングにより
燃料貯蔵プール・ピット等の外へ漏えいする溢水
量を設定する。

○
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによ
る溢水については，基準地震動Ｓｓによる地震力
により生じる燃料貯蔵プール・ピット等のスロッ
シングによる漏えい水を溢水源として設定する。

○
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・溢水源となる系統については全保有水量を考慮
した上で，流体を内包する機器のうち，基準地震
動Ｓｓによって破損が生じる可能性のある機器に
ついて破損を想定し，その影響を評価する。この
場合において，溢水源となる配管は，破損形状を
完全全周破断とした溢水量とし，溢水源となる容
器は，全保有水量を溢水量として設定する。

○
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・溢水量の算出に当たっては，溢水が生じるとし
た機器について，溢水防護対象設備への溢水の影
響が最も大きくなるように評価する。

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシン
グによる溢水量の算出に当たっては，基準地震動
Ｓｓによる地震力により生じるスロッシングによ
り燃料貯蔵プール・ピット等の外へ漏えいする溢
水量を設定する。
・その他の溢水については，地震以外の自然現象
やその波及的影響に伴う溢水，溢水防護区画内に
て発生が想定されるその他の漏えい事象を想定す
る。
具体的には，地下水の流入，降水のような再処理
施設への直接的な影響と，飛来物等による屋外タ
ンク等の破損のような間接的な影響，機器ドレ
ン，機器損傷(配管以外)，人的過誤及び誤作動を
想定し，各事象において溢水源及び溢水量を想定
する。

【2.3　地震起因による溢水】
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングの評
価方針
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングの解
析条件及び溢水量
・また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシン
グによる溢水量の算出に当たっては，基準地震動
Ｓｓによる地震力により生じるスロッシングによ
り燃料貯蔵プール・ピット等の外へ漏えいする溢
水量を設定する。
【2.4　その他の溢水】
・その他の溢水として，想定する事象の考え方
・地震以外の自然現象に関する溢水評価
・地下水に対する評価の考え方
・溢水源となりえる機器及び想定する溢水量

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・溢水量の算出に当たっては，溢水が生じるとし
た機器について，溢水防護対象設備への溢水の影
響が最も大きくなるように評価する。
・溢水源となる系統については全保有水量を考慮
した上で，流体を内包する機器のうち，基準地震
動Ｓｓによって破損が生じる可能性のある機器に
ついて破損を想定し，その影響を評価する。この
場合において，溢水源となる配管については，破
損形状を完全全周破断とした溢水量とし，溢水源
となる容器については，全保有水量を想定した溢
水量とする。【2.2　溢水評価条件の設定】
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによ
る溢水については，基準地震動Ｓｓによる地震力
により生じる燃料貯蔵プール・ピット等のスロッ
シングによる漏えい水を溢水源として設定する。
【2.2　溢水評価条件の設定】

【2.3　地震起因による溢水】
・地震起因の溢水源として想定する機器の考え方
・溢水量の算定方法
・想定する溢水量
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングの評
価方針
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングの解
析条件及び溢水量
・溢水量の算出に当たっては，溢水が生じるとし
た機器について，溢水防護対象設備への溢水の影
響が最も大きくなるように評価する。
・溢水源となる系統については全保有水量を考慮
した上で，流体を内包する機器のうち，基準地震
動Ｓｓによって破損が生じる可能性のある機器に
ついて破損を想定し，その影響を評価する。この
場合において，溢水源となる配管においては，破
損形状を完全全周破断とし，溢水源となる容器に
ついては，全保有水量を想定した溢水量とする。
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによ
る溢水については，基準地震動Ｓｓによる地震力
により生じる燃料貯蔵プール・ピット等のスロッ
シングによる漏えい水を溢水源として設定する。
また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング
による溢水量の算出に当たっては，基準地震動Ｓ
ｓによる地震力により生じるスロッシングにより
燃料貯蔵プール・ピット等の外へ漏えいする溢水
量を設定する。

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

基本方針(条件設定)
評価条件

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2.3 地震起因による溢水
2.4 その他の溢水

20

また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量について
は，基準地震動Ｓｓによる地震力により生じるスロッシングにより燃料貯
蔵プール・ピット等の外への漏えい量から設定する。

評価要求

21

6.3.4 　その他の溢水
その他の溢水については，地震以外の自然現象やその波及的影響に伴う溢
水，溢水防護区画内にて発生が想定されるその他の漏えい事象を想定す
る。
具体的には，地下水の流入，降水のような再処理施設への直接的な影響
と，飛来物等による屋外タンク等の破損のような間接的な影響，機器ドレ
ン，機器損傷(配管以外)，人的過誤及び誤作動を想定し，各事象において
溢水源及び溢水量を設定する。

冒頭宣言
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(その他))

基本方針(条件設定)
評価条件

基本方針(条件設定)
評価条件

19

(2)　燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水
燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水については，基準地
震動Ｓｓによる地震力により生じる燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシ
ングによる漏えい水を溢水源として設定する。

評価要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

基本方針(条件設定)
評価条件

17

溢水量の算出に当たっては，溢水が生じるとした機器について，溢水防護
対象設備への溢水の影響が最も大きくなるように評価する。

冒頭宣言
評価要求

18

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

溢水源となる系統については全保有水量を考慮した上で，流体を内包する
機器のうち，基準地震動Ｓｓによって破損が生じる可能性のある機器につ
いて破損を想定し，その影響を評価する。この場合において，溢水源とな
る配管は，破損形状を完全全周破断とし，溢水源となる容器は，全保有水
量を溢水量として設定する。

評価要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

基本方針(条件設定)
評価条件

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2.3 地震起因による溢水
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

基本方針(条件設定)
評価条件

20

また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量について
は，基準地震動Ｓｓによる地震力により生じるスロッシングにより燃料貯
蔵プール・ピット等の外への漏えい量から設定する。

評価要求

21

6.3.4 　その他の溢水
その他の溢水については，地震以外の自然現象やその波及的影響に伴う溢
水，溢水防護区画内にて発生が想定されるその他の漏えい事象を想定す
る。
具体的には，地下水の流入，降水のような再処理施設への直接的な影響
と，飛来物等による屋外タンク等の破損のような間接的な影響，機器ドレ
ン，機器損傷(配管以外)，人的過誤及び誤作動を想定し，各事象において
溢水源及び溢水量を設定する。

冒頭宣言
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(その他))

基本方針(条件設定)
評価条件

基本方針(条件設定)
評価条件

19

(2)　燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水
燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水については，基準地
震動Ｓｓによる地震力により生じる燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシ
ングによる漏えい水を溢水源として設定する。

評価要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

基本方針(条件設定)
評価条件

17

溢水量の算出に当たっては，溢水が生じるとした機器について，溢水防護
対象設備への溢水の影響が最も大きくなるように評価する。

冒頭宣言
評価要求

18

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

溢水源となる系統については全保有水量を考慮した上で，流体を内包する
機器のうち，基準地震動Ｓｓによって破損が生じる可能性のある機器につ
いて破損を想定し，その影響を評価する。この場合において，溢水源とな
る配管は，破損形状を完全全周破断とし，溢水源となる容器は，全保有水
量を溢水量として設定する。

評価要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

基本方針(条件設定)
評価条件

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2.3 地震起因による溢水

【2.3　地震起因による溢水】
・地震起因の溢水源として想定する機器の考え方
・溢水量の算定方法
・想定する溢水量
・溢水量の算出に当たっては，溢水が生じるとし
た機器について，溢水防護対象設備への溢水の影
響が最も大きくなるように評価する。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2.3　地震起因による溢水

【2.3　地震起因による溢水】
・地震起因の溢水源として想定する機器の考え方
・溢水量の算定方法
・想定する溢水量
・溢水源となる系統については全保有水量を考慮
した上で，流体を内包する機器のうち，基準地震
動Ｓｓによって破損が生じる可能性のある機器に
ついて破損を想定し，その影響を評価する。この
場合において，溢水源となる配管は，破損形状を
完全全周破断とした溢水量とし，溢水源となる容
器は，全保有水量を溢水量として設定する。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2.3　地震起因による溢水

【2.3　地震起因による溢水】
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングの評
価方針
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングの解
析条件及び溢水量
また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング
による溢水量の算出に当たっては，基準地震動Ｓ
ｓによる地震力により生じるスロッシングにより
燃料貯蔵プール・ピット等の外へ漏えいする溢水
量を設定する。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2.4　その他の溢水

【2.4　その他の溢水】
・その他の溢水として，想定する事象の考え方
・地震以外の自然現象に関する溢水評価
・地下水に対する評価の考え方
・溢水源となりえる機器及び想定する溢水量

〇
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

―

〇
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

―

－

－

－

－

〇
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

－ ―

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

2.3　地震起因による溢水

【2.3　地震起因による溢水】
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングの評
価方針
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングの解
析条件及び溢水量
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによ
る溢水については，基準地震動Ｓｓによる地震力
により生じる燃料貯蔵プール・ピット等のスロッ
シングによる漏えい水を溢水源として設定する。

〇
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(地震))

―

－

－

－

－

〇
施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(その他))

施設共通　基本設計方針
(溢水源の設定，溢水量の算出(その他))

―－－
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

○
施設共通　基本設計方針
(防水扉及び水密扉の閉止運用)

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・防水扉及び水密扉については，扉の閉止運用を
保安規定に定めて，管理する。

〇
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経路の設定)

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・消火活動により区画の防水扉及び水密扉を開放
する場合は，開放した防水扉及び水密扉からの消
火水の伝播を考慮した溢水経路とする。

〇
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経路の設定)

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそ
れらの組合せによって他の区画と分離される区画
として設定し，溢水防護区画を構成する壁，扉，
堰，床段差等については，現場の設備等の設置状
況を踏まえ，溢水の伝播に対する評価条件を設定
する。
・溢水評価に当たって考慮する溢水経路は，溢水
の影響を受けて，溢水防護対象設備の安全機能を
損なうおそれがある高さ並びに溢水防護区画とそ
の他の区画(溢水防護対象設備が存在しない区画
又は通路)との間における伝播経路となる防水扉
及び水密扉以外の扉，壁開口部及び貫通部，天井
開口部及び貫通部，床面開口部及び貫通部，床ド
レンの連接状況並びにこれらに対する流入防止対
策の有無を踏まえ，溢水防護区画内の水位が最も
高くなるように，より厳しい結果を与える溢水経
路を設定する。

〇

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経路の設定)

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2 溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・溢水防護区画は，溢水防護対象設備が設置され
ている区画，中央制御室，使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設の制御室並びに運転員が，溢水が
発生した区画を特定するためにアクセスする又は
必要により隔離等の操作が必要な設備にアクセス
する通路部(以下「アクセス通路部」という。)に
ついて設定する。

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・溢水防護区画は，溢水防護対象設備が設置され
ている区画，中央制御室，使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設の制御室並びに運転員が，溢水が
発生した区画を特定するためにアクセスする又は
必要により隔離等の操作が必要な設備にアクセス
する通路部(以下「アクセス通路部」という。)に
ついて設定する。

【3．溢水防護区画及び溢水経路の設定】
・溢水防護区画及び溢水経路の設定の考え方
【3.1　溢水防護区画の設定】
・溢水防護区画の設定の考え方
・溢水評価に当たっては，溢水防護区画を以下の
とおり設定する。
(1)　溢水防護対象設備が設置されている区画
(2)　中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設の制御室
(3)　運転員が，溢水が発生した区画を特定する
ためにアクセスする又は必要により隔離(系統の
ポンプ停止，製造工程の停止を含む。)の操作が
必要な設備にアクセスする通路部

【3.2　溢水経路の設定】
・溢水経路の設定の考え方
・溢水評価に当たっては，溢水の影響を受けて，
溢水防護対象設備の安全機能を損なうおそれがあ
る高さ並びに溢水防護区画とその他の区画(溢水
防護対象設備が存在しない区画又は通路)との間
における伝播経路となる防水扉及び水密扉以外の
扉，壁開口部及び貫通部，天井開口部及び貫通
部，床面開口部及び貫通部，床ドレンの連接状況
並びにこれらに対する流入防止対策の有無を踏ま
え，溢水防護区画内の水位が最も高くなるよう
に，より厳しい結果を与える溢水経路を設定す
る。

23

溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそれらの組合せによって他の
区画と分離される区画として設定する。
溢水評価に当たっては，溢水の影響を受けて，溢水防護対象設備の安全機
能を損なうおそれがある高さ(以下「機能喪失高さ」という。)及び溢水防
護区画を構成する壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえ，溢水防護区
画内の水位が最も高くなるように，より厳しい結果を与える溢水経路を設
定する。

評価要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経路の設定)

基本方針(条件設定)
評価条件

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

3.　溢水防護区画及び溢水経路の設定
3.1 溢水防護区画の設定
3.2 溢水経路の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそ
れらの組合せによって他の区画と分離される区画
として設定し，溢水防護区画を構成する壁，扉，
堰，床段差等については，現場の設備等の設置状
況を踏まえ，溢水の伝播に対する評価条件を設定
する。
・溢水評価に当たって考慮する溢水経路は，溢水
の影響を受けて，溢水防護対象設備の安全機能を
損なうおそれがある高さ並びに溢水防護区画とそ
の他の区画(溢水防護対象設備が存在しない区画
又は通路)との間における伝播経路となる防水扉
及び水密扉以外の扉，壁開口部及び貫通部，天井
開口部及び貫通部，床面開口部及び貫通部，床ド
レンの連接状況並びにこれらに対する流入防止対
策の有無を踏まえ，溢水防護区画内の水位が最も
高くなるように，より厳しい結果を与える溢水経
路を設定する。
・消火活動により区画の防水扉及び水密扉を開放
する場合は，開放した防水扉及び水密扉からの消
火水の伝播を考慮した溢水経路とする。
・防水扉及び水密扉については，扉の閉止運用を
保安規定に定めて，管理する。

【3．溢水防護区画及び溢水経路の設定】
・溢水防護区画及び溢水経路の設定の考え方
・消火活動により区画の防水扉及び水密扉を開放
する場合は，開放した防水扉及び水密扉からの消
火水の伝播を考慮する。
【3.1　溢水防護区画の設定】
・溢水防護区画の設定の考え方
・溢水防護区画は壁，扉，堰，床段差，シャッ
ター及びハッチ又はそれらの組み合わせによって
他の区画と分離される区画として設定し，溢水防
護区画を構成する壁，扉，堰，床段差，シャッ
ター及びハッチについては，現場の設備等の設置
状況を踏まえ，溢水の伝播に対する評価条件を設
定する。

【3.2　溢水経路の設定】
・溢水経路の設定の考え方
・溢水評価において考慮する溢水経路は，溢水防
護区画とその他の区画(溢水防護対象設備が存在
しない区画又は通路)との間における伝播経路と
なる防水扉及び水密扉以外の扉，壁開口部及び貫
通部，天井開口部及び貫通部，床面開口部及び貫
通部，床ドレンの連接状況並びにこれらに対する
流入防止対策の有無を踏まえ，溢水防護区画内の
水位が最も高くなるように，より厳しい結果を与
える経路を設定する。
・消火活動により区画の防水扉及び水密扉を開放
する場合は，開放した防水扉及び水密扉からの消
火水の伝播を考慮する。
・溢水経路を構成する壁，扉，堰，床段差，
シャッター及びハッチは，基準地震動Ｓｓによる
地震力等の溢水の要因となる事象に伴い生じる荷
重や環境に対し，必要な健全性を維持できるとと
もに，保守管理並びに防水扉及び水密扉の閉止運
用を適切に実施することにより溢水の伝播を防止
できるものとする。
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また，消火活動により区画の防水扉及び水密扉を開放する場合は，開放し
た防水扉及び水密扉からの消火水の伝播を考慮する。

評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経路の設定)

施設共通　基本設計方針
(防水扉及び水密扉の閉止運用)

基本方針(条件設定)25

防水扉及び水密扉については，扉の閉止運用を保安規定に定めて，管理す
る。

基本方針(条件設定)
評価条件

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

Ⅵ－１－１－６－３　溢水評価条件の設定

3.　溢水防護区画及び溢水経路の設定
3.1 溢水防護区画の設定
3.2 溢水経路の設定
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6.4 　溢水防護区画及び溢水経路の設定
溢水評価に当たっては，溢水防護区画を以下のとおり設定する。
(1)　溢水防護対象設備が設置されている区画
(2)　中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
(3)　運転員が，溢水が発生した区画を特定するためにアクセスする通路
部又は必要により隔離等の操作が必要な設備にアクセスする通路部

評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経路の設定)

基本方針(条件設定)
評価条件

運用要求
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

23

溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそれらの組合せによって他の
区画と分離される区画として設定する。
溢水評価に当たっては，溢水の影響を受けて，溢水防護対象設備の安全機
能を損なうおそれがある高さ(以下「機能喪失高さ」という。)及び溢水防
護区画を構成する壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえ，溢水防護区
画内の水位が最も高くなるように，より厳しい結果を与える溢水経路を設
定する。

評価要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経路の設定)

基本方針(条件設定)
評価条件

24

また，消火活動により区画の防水扉及び水密扉を開放する場合は，開放し
た防水扉及び水密扉からの消火水の伝播を考慮する。

評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経路の設定)

施設共通　基本設計方針
(防水扉及び水密扉の閉止運用)

基本方針(条件設定)25

防水扉及び水密扉については，扉の閉止運用を保安規定に定めて，管理す
る。

基本方針(条件設定)
評価条件

22

6.4 　溢水防護区画及び溢水経路の設定
溢水評価に当たっては，溢水防護区画を以下のとおり設定する。
(1)　溢水防護対象設備が設置されている区画
(2)　中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
(3)　運転員が，溢水が発生した区画を特定するためにアクセスする通路
部又は必要により隔離等の操作が必要な設備にアクセスする通路部

評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経路の設定)

基本方針(条件設定)
評価条件

運用要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３
溢水評価条件の設定

3.　溢水防護区画及び溢水経路の設定
3.1　溢水防護区画の設定
3.2　溢水経路の設定

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３
溢水評価条件の設定

3.　溢水防護区画及び溢水経路の設定

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.2　溢水評価条件の設定

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－３
溢水評価条件の設定

3.2　溢水経路の設定

【3.2　溢水経路の設定】
・溢水経路の設定の考え方
・溢水経路を構成する壁，扉，堰，床段差，
シャッター及びハッチは，基準地震動Ｓｓによる
地震力等の溢水の要因となる事象に伴い生じる荷
重や環境に対し，必要な健全性を維持できるとと
もに，保守管理並びに防水扉及び水密扉の閉止運
用を適切に実施することにより溢水の伝播を防止
できるものとする。

〇
施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経路の設定)

施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経路の設定) －

Ⅵ－１－１－６－３
溢水評価条件の設定

3.　溢水防護区画及び溢水経路の設定
3.1　溢水防護区画の設定
3.2　溢水経路の設定

【3.溢水防護区画及び溢水経路の設定】
・溢水防護区画及び溢水経路の設定の考え方
【3.1　溢水防護区画の設定】
・溢水防護区画の設定の考え方
・溢水評価に当たっては，溢水防護区画を以下の
とおり設定する。
(1)　溢水防護対象設備が設置されている区画
(2)　中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設の制御室
(3)　運転員が，溢水が発生した区画を特定する
ためにアクセスする又は必要により隔離(系統の
ポンプ停止，製造工程の停止を含む。)の操作が
必要な設備にアクセスする通路部
【3.2　溢水経路の設定】
・溢水経路の設定の考え方
・溢水評価に当たっては，溢水の影響を受けて，
溢水防護対象設備の安全機能を損なうおそれがあ
る高さ並びに溢水防護区画とその他の区画(溢水
防護対象設備が存在しない区画又は通路)との間
における伝播経路となる防水扉及び水密扉以外の
扉，壁開口部及び貫通部，天井開口部及び貫通
部，床面開口部及び貫通部，床ドレンの連接状況
並びにこれらに対する流入防止対策の有無を踏ま
え，溢水防護区画内の水位が最も高くなるよう
に，より厳しい結果を与える溢水経路を設定す
る。

〇
施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経路の設定)

施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経路の設定)

－

【3.溢水防護区画及び溢水経路の設定】
【3.1　溢水防護区画の設定】
・溢水防護区画の設定の考え方
・溢水防護区画は壁，扉，堰，床段差，シャッ
ター及びハッチ又はそれらの組み合わせによって
他の区画と分離される区画として設定し，溢水防
護区画を構成する壁，扉，堰，床段差，シャッ
ター及びハッチについては，現場の設備等の設置
状況を踏まえ，溢水の伝播に対する評価条件を設
定する。

【3.2　溢水経路の設定】
・溢水経路の設定の考え方
・溢水評価において考慮する溢水経路は，溢水防
護区画とその他の区画(溢水防護対象設備が存在
しない区画又は通路)との間における伝播経路と
なる防水扉及び水密扉以外の扉，壁開口部及び貫
通部，天井開口部及び貫通部，床面開口部及び貫
通部，床ドレンの連接状況並びにこれらに対する
流入防止対策の有無を踏まえ，溢水防護区画内の
水位が最も高くなるように，より厳しい結果を与
える経路を設定する。

○
施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経路の設定)

施設共通　基本設計方針
(溢水防護区画及び溢水経路の設定)

－
【3.溢水防護区画及び溢水経路の設定】
・溢水防護区画及び溢水経路の設定の考え方

・消火活動により区画の防水扉及び水密扉を開放
する場合は，開放した防水扉及び水密扉からの消
火水の伝播を考慮する。

－

－

－

－

－

－

〇
施設共通　基本設計方針
(防水扉及び水密扉の閉止運用)

施設共通　基本設計方針
(防水扉及び水密扉の閉止運用)

－－－
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説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

〇 基本方針 ―

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3 溢水評価及び防護設計方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・消火水等の放水による溢水に対しては，溢水防
護対象設備が設置されている溢水防護区画におい
て水を用いない消火手段を採用することにより，
被水の影響が発生しない設計とする。

〇

基本方針
施設共通　基本設計方針
(被水影響評価の実施)(保護構造)(評価対象の設
備の抽出)

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3 溢水評価及び防護設計方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・想定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道
の飛散による被水，消火水等による被水並びに天
井面の開口部又は貫通部からの被水に対し，影響
を受ける範囲内にある溢水防護対象設備が安全機
能を損なわないことを評価する。
・保護構造を有する設計，壁(貫通部止水処置を
含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外
で発生した溢水の流入を防止する対策及び溢水防
護板の設置による発生した溢水の溢水防護対象設
備への被水を防止する対策により，溢水防護対象
設備が被水により安全機能を損なわない設計とす
る。

〇
基本方針
施設共通　基本設計方針
(没水影響評価の実施)(機能喪失高さの設定)

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3 溢水評価及び防護設計方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・想定した溢水源から発生する溢水量と溢水防護
区画及び溢水経路から算出した溢水水位に対し，
溢水防護対象設備が安全機能を損なうおそれがあ
る高さ(以下「機能喪失高さ」という。)を比較
し，溢水防護対象設備が没水により安全機能を損
なわないことを評価する。
・壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置
による溢水防護区画外で発生した溢水の流入を防
止する対策並びに緊急遮断弁の設置及び漏えい検
知器の設置による溢水量を低減する対策により，
溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわ
ない設計とする。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3　溢水評価及び防護設計方針

Ⅵ－１－１－６－４　溢水影響に関する評価

1.　概要
2.　溢水評価
2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生す
る溢水に関する溢水評価

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・想定した溢水源から発生する溢水量と溢水防護
区画及び溢水経路から算出した溢水水位に対し，
溢水防護対象設備が安全機能を損なうおそれがあ
る高さ(以下「機能喪失高さ」という。)を比較
し，溢水防護対象設備が没水により安全機能を損
なわないことを評価する。
・壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置
による溢水防護区画外で発生した溢水の流入を防
止する対策並びに緊急遮断弁の設置及び漏えい検
知器の設置による溢水量を低減する対策により，
溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわ
ない設計とする。
・想定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道
の飛散による被水，消火水等による被水並びに天
井面の開口部又は貫通部からの被水に対し，影響
を受ける範囲内にある溢水防護対象設備が安全機
能を損なわないことを評価する。
・保護構造を有する設計，壁(貫通部止水処置を
含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外
で発生した溢水の流入を防止する対策及び溢水防
護板の設置による発生した溢水の溢水防護対象設
備への被水を防止する対策により，溢水防護対象
設備が被水により安全機能を損なわない設計とす
る。
・消火水等の放水による溢水に対しては，溢水防
護対象設備が設置されている溢水防護区画におい
て水を用いない消火手段を採用することにより，
被水の影響が発生しない設計とする。

【1.　概要】
・本資料の説明概要
【2.　溢水評価】
・溢水評価の考え方
【2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生
する溢水に関する溢水評価】
・没水影響評価方法，判定基準及び評価結果
・想定した溢水源から発生する溢水量と溢水防護
区画及び溢水経路から算出した溢水水位に対し，
防護すべき設備が要求される機能を損なうおそれ
がある高さ(以下「機能喪失高さ」という。)を比
較し評価する。
・壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置
による溢水防護区画外で発生した溢水の流入を防
止する対策並びに緊急遮断弁の設置及び漏えい検
知器の設置による溢水量を低減する対策により，
溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわ
ない設計とする。
・被水影響評価方法，判定基準及び評価結果
・想定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道
の飛散による被水，消火水等による被水並びに天
井面の開口部又は貫通部からの被水に対し，影響
を受ける範囲内にある防護すべき設備が要求され
る機能を損なわないことを評価する。
・保護構造を有する設計，壁(貫通部止水処置を
含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外
で発生した溢水の流入を防止する対策及び溢水防
護板の設置による発生した溢水の溢水防護対象設
備への被水を防止する対策により，溢水防護対象
設備が被水により安全機能を損なわない設計とす
る。
・消火水等の放水による溢水に対しては，溢水防
護対象設備が設置されている溢水防護区画におい
て水を用いない消火手段を採用することにより，
被水の影響が発生しない設計とする。
「Ⅴ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重
大事故等対処設備が使用される条件の下における
健全性に関する説明書」に示す重大事故等対処設
備に対する設計方針に基づく溢水評価についても
説明する。

27

6.5.2 　被水の影響に対する評価及び防護設計方針
想定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水，消火水
等による被水並びに天井面の開口部又は貫通部からの被水に対し，影響を
受ける範囲内にある溢水防護対象設備が安全機能を損なわないことを評価
する。
また，被水の影響を受けないよう保護構造を有する設計，壁(貫通部止水
処置を含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外で発生した溢水の
流入を防止する対策及び溢水防護板の設置による発生した溢水の溢水防護
対象設備への被水を防止する対策により，溢水防護対象設備が被水により
安全機能を損なわない設計とする。
壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，溢水防護板等の溢水防護設備の設
計方針については，第2章　個別項目の「7.3.5　溢水防護設備」に示す。

設置要求
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(被水影響評価の実施)(保護構造)(評価対象の設
備の抽出)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(被水影響評
価)

28

消火水等の放水による溢水に対しては，溢水防護対象設備が設置されてい
る溢水防護区画において固定式消火設備等の水を用いない消火手段を採用
することにより，被水の影響が発生しない設計とする。

設置要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(被水影響評価の実施)

基本方針(評価及び防護
方針)

26

6.5 　溢水防護建屋内で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針
6.5.1 　没水の影響に対する評価及び防護設計方針
想定した溢水源から発生する溢水量，溢水防護区画及び溢水経路から算出
した溢水水位に対し，溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわな
いことを評価する。
また，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画
外で発生した溢水の流入を防止する対策並びに緊急遮断弁の設置及び漏え
い検知器の設置による溢水量を低減する対策により，溢水防護対象設備が
没水により安全機能を損なわない設計とする。
壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，緊急遮断弁等の溢水防護設備の設
計方針については，第2章　個別項目の「7.3.5　溢水防護設備」に示す。

冒頭宣言
評価要求
機能要求②
設置要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(没水影響評価の実施)(機能喪失高さの設定)
溢水評価対象の安重設備
溢水防護設備(防水扉，水密扉，堰，遮断弁)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(没水影響評
価)

351



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

27

6.5.2 　被水の影響に対する評価及び防護設計方針
想定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水，消火水
等による被水並びに天井面の開口部又は貫通部からの被水に対し，影響を
受ける範囲内にある溢水防護対象設備が安全機能を損なわないことを評価
する。
また，被水の影響を受けないよう保護構造を有する設計，壁(貫通部止水
処置を含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外で発生した溢水の
流入を防止する対策及び溢水防護板の設置による発生した溢水の溢水防護
対象設備への被水を防止する対策により，溢水防護対象設備が被水により
安全機能を損なわない設計とする。
壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，溢水防護板等の溢水防護設備の設
計方針については，第2章　個別項目の「7.3.5　溢水防護設備」に示す。

設置要求
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(被水影響評価の実施)(保護構造)(評価対象の設
備の抽出)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(被水影響評
価)

28

消火水等の放水による溢水に対しては，溢水防護対象設備が設置されてい
る溢水防護区画において固定式消火設備等の水を用いない消火手段を採用
することにより，被水の影響が発生しない設計とする。

設置要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(被水影響評価の実施)

基本方針(評価及び防護
方針)

26

6.5 　溢水防護建屋内で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針
6.5.1 　没水の影響に対する評価及び防護設計方針
想定した溢水源から発生する溢水量，溢水防護区画及び溢水経路から算出
した溢水水位に対し，溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわな
いことを評価する。
また，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画
外で発生した溢水の流入を防止する対策並びに緊急遮断弁の設置及び漏え
い検知器の設置による溢水量を低減する対策により，溢水防護対象設備が
没水により安全機能を損なわない設計とする。
壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，緊急遮断弁等の溢水防護設備の設
計方針については，第2章　個別項目の「7.3.5　溢水防護設備」に示す。

冒頭宣言
評価要求
機能要求②
設置要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(没水影響評価の実施)(機能喪失高さの設定)
溢水評価対象の安重設備
溢水防護設備(防水扉，水密扉，堰，遮断弁)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(没水影響評
価)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3　溢水評価及び防護設計方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3　溢水評価及び防護設計方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価

2.　溢水評価
2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生す
る溢水に関する溢水評価

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3　溢水評価及び防護設計方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価

2.　溢水評価
2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生す
る溢水に関する溢水評価

【2.　溢水評価】
・溢水評価の考え方
【2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生
する溢水に関する溢水評価】
・被水影響評価方法，判定基準及び評価結果
・消火水等の放水による溢水に対しては，溢水防
護対象設備が設置されている溢水防護区画におい
て水を用いない消火手段を採用することにより，
被水の影響が発生しない設計とする。

〇

施設共通　基本設計方針
(没水影響評価の実施)(機能喪失高さの設定)
溢水防護設備(堰，遮断弁)

【機能要求②】
計測制御設備
計装設備
使用済燃料貯蔵設備(プール水冷却系)
使用済燃料貯蔵設備(補給水設備)
電気設備(ディーゼル発電機)
安全冷却水系
制御室

施設共通　基本設計方針
(没水影響評価の実施)(機能喪失高さの設定)
溢水防護設備(堰，遮断弁)

【機能要求②】
溶解設備
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理設備(前処理建屋塔槽類廃ガス
処理設備)
換気設備(前処理建屋給気系)
換気設備(前処理建屋排気系)
安全冷却水系
分配設備
高レベル廃液処理設備(高レベル廃液濃縮系)
塔槽類廃ガス処理設備(塔槽類廃ガス処理系)
塔槽類廃ガス処理設備(パルセータ廃ガス処理系)
換気設備(分離建屋給気系)
換気設備(分離建屋排気系)
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備(溶液系)
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備(ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝系)
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備(焙焼・還元
系)
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備(粉体系)
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備(還元ガス供
給系)
塔槽類廃ガス処理設備(ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備)
換気設備(ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排
気系)
ディーゼル発電機
安全圧縮空気系
安全蒸気系
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
酸回収設備第2酸回収系
冷却水設備安全冷却水系
精製建屋換気設備精製建屋給気系
精製建屋換気設備精製建屋排気系
精製建屋塔槽類排ガス処理設備塔槽類排ガス処理
系(プルトニウム系)
精製建屋塔槽類排ガス処理設備パルセータ排ガス
処理系
圧縮空気設備安全圧縮系
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
換気設備(ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋排気系)
計測制御設備
制御室換気設備
安全保護回路
計装設備
制御室

取付箇所(区画番号，配慮が必要な高さ)

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価

2.　溢水評価
2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生す
る溢水に関する溢水評価

－ －

【2.　溢水評価】
・溢水評価の考え方
【2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生
する溢水に関する溢水評価】
・没水影響評価方法，判定基準及び評価結果
・想定した溢水源から発生する溢水量と溢水防護
区画及び溢水経路から算出した溢水水位に対し，
防護すべき設備が要求される機能を損なうおそれ
がある高さ(以下「機能喪失高さ」という。)を比
較し評価する。
・壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置
による溢水防護区画外で発生した溢水の流入を防
止する対策並びに緊急遮断弁の設置及び漏えい検
知器の設置による溢水量を低減する対策により，
溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわ
ない設計とする。
「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重
大事故等対処設備が使用される条件の下における
健全性に関する説明書」に示す重大事故等対処設
備に対する設計方針に基づく溢水評価についても
説明する。

〇
施設共通　基本設計方針
(被水影響評価の実施)(保護構造)(評価対象の設
備の抽出)

基本方針
施設共通　基本設計方針
(被水影響評価の実施)(保護構造)(評価対象の設
備の抽出)

－

【2.1 防護すべき設備を内包する建屋内で発生す
る溢水に関する溢水評価】
・被水影響評価方法，判定基準及び評価結果
・想定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道
の飛散による被水，消火水等による被水並びに天
井面の開口部又は貫通部からの被水に対し，影響
を受ける範囲内にある防護すべき設備が要求され
る機能を損なわないことを評価する。
・保護構造を有する設計，壁(貫通部止水処置を
含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外
で発生した溢水の流入を防止する対策及び溢水防
護板の設置による発生した溢水の溢水防護対象設
備への被水を防止する対策により，溢水防護対象
設備が被水により安全機能を損なわない設計とす
る。
「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重
大事故等対処設備が使用される条件の下における
健全性に関する説明書」に示す重大事故等対処設
備に対する設計方針に基づく溢水評価についても
説明する。

－

－

－

－

〇
施設共通　基本設計方針
(被水影響評価の実施)

施設共通　基本設計方針
(被水影響評価の実施)

－
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説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・なお，水を用いる消火活動を行う場合には，水
を用いる消火活動による被水の影響を最小限に止
めるため，溢水防護対象設備に対して不用意な放
水を行わないことを消火活動における運用及び留
意事項として保安規定に定めて，管理する。

29

なお，水を用いる消火活動を行う場合には，水を用いる消火活動による被
水の影響を最小限に止めるため，溢水防護対象設備に対して不用意な放水
を行わないことを消火活動における運用及び留意事項として保安規定に定
めて，管理する。

運用要求
施設共通　基本設計方針
(消火水放水時に不用意な放水を行わない運用)

基本方針(評価及び防護
方針)

30

6.5.3 　蒸気影響に対する評価及び防護設計方針
想定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴出及び拡散による影響を確認す
るために，空調条件や解析区画を設定して実施した解析結果を踏まえ，蒸
気曝露試験又は机上評価により溢水防護対象設備の健全性を確認すること
で，蒸気の影響により安全機能を損なわないことを評価する。
また，壁，扉等の設置による溢水防護区画外からの漏えい蒸気の流入を防
止する対策，自動で漏えい蒸気を隔離する自動検知・遠隔隔離システムの
設置及びターミナルエンド防護カバーの設置による漏えい蒸気量を低減す
る対策並びに蒸気防護板による漏えい蒸気の溢水防護対象設備への曝露を
防止する対策により，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損
なわない設計とする。
自動検知・遠隔隔離システム，蒸気防護板等の溢水防護設備の設計方針に
ついては，第2章　個別項目の「7.3.5　溢水防護設備」に示す。

設置要求
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(蒸気影響評価の実施)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(蒸気影響評
価)

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3　溢水評価及び防護設計方針

Ⅵ－１－１－６－４　溢水影響に関する評価

2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生す
る溢水に関する溢水評価

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・なお，水を用いる消火活動を行う場合には，水
を用いる消火活動による被水の影響を最小限に止
めるため，溢水防護対象設備に対して不用意な放
水を行わないことを消火活動における運用及び留
意事項として保安規定に定めて，管理する。
・想定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴出及
び拡散による影響を確認するために，空調条件や
解析区画を設定して実施した解析結果を踏まえ，
蒸気曝露試験又は机上評価により溢水防護対象設
備の健全性を確認することで，蒸気の影響により
要求される機能を損なわないことを評価する。
・蒸気影響に対する防護設計として，壁，扉等の
設置による溢水防護区画外からの漏えい蒸気の流
入を防止する対策，自動で漏えい蒸気を隔離する
自動検知・遠隔隔離システムの設置及びターミナ
ルエンド防護カバーの設置による漏えい蒸気量を
低減する対策並びに蒸気防護板による漏えい蒸気
の溢水防護対象設備への曝露を防止する対策によ
り，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機
能を損なわない設計とする。

【2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生
する溢水に関する溢水評価】
・水を用いる消火活動を行う場合には，水を用い
る消火活動による被水の影響を最小限に止めるた
め，溢水防護対象設備に対して不用意な放水を行
わないことを消火活動における運用及び留意事項
として保安規定に定めて，管理する。
・想定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴出及
び拡散による影響を確認するために，空調条件や
解析区画を設定して実施した解析結果を踏まえ，
蒸気曝露試験又は机上評価により溢水防護対象設
備の健全性を確認することで，蒸気の影響により
要求される機能を損なわないことを評価する。
・蒸気影響に対する防護設計として，壁，扉等の
設置による溢水防護区画外からの漏えい蒸気の流
入を防止する対策，自動で漏えい蒸気を隔離する
自動検知・遠隔隔離システムの設置及びターミナ
ルエンド防護カバーの設置による漏えい蒸気量を
低減する対策並びに蒸気防護板による漏えい蒸気
の溢水防護対象設備への曝露を防止する対策によ
り，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機
能を損なわない設計とする。

※「Ⅴ－１－１－４　安全機能を有する施設及び
重大事故等対処設備が使用される条件の下におけ
る健全性に関する説明書」に示す重大事故等対処
設備に対する設計方針に基づく溢水評価について
も説明する。

〇
基本方針
施設共通　基本設計方針
(蒸気影響評価の実施)

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3 溢水評価及び防護設計方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・想定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴出及
び拡散による影響を確認するために，空調条件や
解析区画を設定して実施した解析結果を踏まえ，
蒸気曝露試験又は机上評価により溢水防護対象設
備の健全性を確認することで，蒸気の影響により
要求される機能を損なわないことを評価する。
・蒸気影響に対する防護設計として，壁，扉等の
設置による溢水防護区画外からの漏えい蒸気の流
入を防止する対策，自動で漏えい蒸気を隔離する
自動検知・遠隔隔離システムの設置及びターミナ
ルエンド防護カバーの設置による漏えい蒸気量を
低減する対策並びに蒸気防護板による漏えい蒸気
の溢水防護対象設備への曝露を防止する対策によ
り，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機
能を損なわない設計とする。

〇
施設共通　基本設計方針
(消火水放水時に不用意な放水を行わない運用)

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3 溢水評価及び防護設計方針
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

29

なお，水を用いる消火活動を行う場合には，水を用いる消火活動による被
水の影響を最小限に止めるため，溢水防護対象設備に対して不用意な放水
を行わないことを消火活動における運用及び留意事項として保安規定に定
めて，管理する。

運用要求
施設共通　基本設計方針
(消火水放水時に不用意な放水を行わない運用)

基本方針(評価及び防護
方針)

30

6.5.3 　蒸気影響に対する評価及び防護設計方針
想定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴出及び拡散による影響を確認す
るために，空調条件や解析区画を設定して実施した解析結果を踏まえ，蒸
気曝露試験又は机上評価により溢水防護対象設備の健全性を確認すること
で，蒸気の影響により安全機能を損なわないことを評価する。
また，壁，扉等の設置による溢水防護区画外からの漏えい蒸気の流入を防
止する対策，自動で漏えい蒸気を隔離する自動検知・遠隔隔離システムの
設置及びターミナルエンド防護カバーの設置による漏えい蒸気量を低減す
る対策並びに蒸気防護板による漏えい蒸気の溢水防護対象設備への曝露を
防止する対策により，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損
なわない設計とする。
自動検知・遠隔隔離システム，蒸気防護板等の溢水防護設備の設計方針に
ついては，第2章　個別項目の「7.3.5　溢水防護設備」に示す。

設置要求
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(蒸気影響評価の実施)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(蒸気影響評
価)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3 溢水評価及び防護設計方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3　溢水評価及び防護設計方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針

〇
施設共通　基本設計方針
(消火水放水時に不用意な放水を行わない運用)

施設共通　基本設計方針
(消火水放水時に不用意な放水を行わない運用)

－ － －

【2.　溢水評価】
・溢水評価の考え方

【2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生
する溢水に関する溢水評価】
・被水影響評価方法，判定基準及び評価結果
・水を用いる消火活動を行う場合には，水を用い
る消火活動による被水の影響を最小限に止めるた
め，溢水防護対象設備に対して不用意な放水を行
わないことを消火活動における運用及び留意事項
として保安規定に定めて，管理する。
また，「Ⅴ－１－１－４　安全機能を有する施設
及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書」に示す重大事故等
対処設備に対する設計方針に基づく溢水評価につ
いても説明する。

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価

2．　溢水評価
2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生す
る溢水に関する溢水評価

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価

2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生す
る溢水に関する溢水評価

【2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生
する溢水に関する溢水評価】
・蒸気影響評価方法，判定基準及び評価結果
・想定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴出及
び拡散による影響を確認するために，空調条件や
解析区画を設定して実施した解析結果を踏まえ，
蒸気曝露試験又は机上評価により溢水防護対象設
備の健全性を確認することで，蒸気の影響により
要求される機能を損なわないことを評価する。
・蒸気影響に対する防護設計として，壁，扉等の
設置による溢水防護区画外からの漏えい蒸気の流
入を防止する対策，自動で漏えい蒸気を隔離する
自動検知・遠隔隔離システムの設置及びターミナ
ルエンド防護カバーの設置による漏えい蒸気量を
低減する対策並びに蒸気防護板による漏えい蒸気
の溢水防護対象設備への曝露を防止する対策によ
り，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機
能を損なわない設計とする。
また，「Ⅴ－１－１－４　安全機能を有する施設
及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書」に示す重大事故等
対処設備に対する設計方針に基づく溢水評価につ
いても説明する。

－－○
施設共通　基本設計方針
(蒸気影響評価の実施)

基本方針
施設共通　基本設計方針
(蒸気影響評価の実施)

－
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説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

〇
基本方針
施設共通　基本設計方針
(スロッシング評価の実施)

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3 溢水評価及び防護設計方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・算出した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵
プール・ピット等の水位低下を考慮しても，燃料
貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵
プール・ピット等への給水機能が確保されること
を確認し，それらを用いることにより適切な水温
及び遮蔽に必要な水位を維持できる設計とする。

〇 基本方針 －

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3 溢水評価及び防護設計方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じるス
ロッシングにより，燃料貯蔵プール・ピット等の
外へ漏えいする水の量を三次元流動解析により評
価する。
その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水
板及び蓋を設置することによりスロッシング水量
を低減する設計とする。

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針

・基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じるス
ロッシングにより，燃料貯蔵プール・ピット等の
外へ漏えいする水の量を三次元流動解析により評
価する。
その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水
板及び蓋を設置することによりスロッシング水量
を低減する設計とする。
・算出した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵
プール・ピット等の水位低下を考慮しても，燃料
貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵
プール・ピット等への給水機能が確保されること
を確認し，それらを用いることにより適切な水温
及び遮蔽に必要な水位を維持できる設計とする。

【2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生
する溢水に関する溢水評価】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じるス
ロッシングにより，燃料貯蔵プール・ピット等の
外へ漏えいする水の量を三次元流動解析により評
価する。
その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水
板及び蓋を設置することによりスロッシング水量
を低減する設計とする。
・算出した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵
プール・ピット等の水位低下を考慮しても，燃料
貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵
プール・ピット等への給水機能が確保されること
を確認し，それらを用いることにより適切な水温
及び遮蔽に必要な水位を維持できる設計とする。
また，スロッシングによる溢水(その他機器の地
震起因による溢水を含む。)の影響を受けて，燃
料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵
プール・ピット等への給水機能の維持に必要な機
器が安全機能を損なうおそれがないことを確認す
る設計とする。溢水防護対象設備が溢水により安
全機能を損なうおそれがある場合には，防護対策
その他の適切な処置を実施する。
また，「Ⅴ－１－１－４　安全機能を有する施設
及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書」に示す重大事故等
対処設備に対する設計方針に基づく溢水評価につ
いても説明する。

基本方針
使用済燃料受入れ設備(燃料取出し設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料移送設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料貯蔵設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料送出し設備)
溢水防護設備(止水板及び蓋)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(スロッシング
評価)
設計方針(止水板及び蓋
の設置)

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3　溢水評価及び防護設計方針

Ⅵ－１－１－６－４　溢水影響に関する評価

2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生す
る溢水に関する溢水評価

31

6.5.4 　燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング後の機能維持に関する
溢水評価及び防護設計方針
基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じるスロッシングにより，燃料貯
蔵プール・ピット等の外へ漏えいする溢水量を三次元流動解析により評価
する。
その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水板及び蓋を設置すること
により溢水量を低減する設計とする。

冒頭宣言
評価要求
機能要求②

32

算出した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵プール・ピット等の水位低
下を考慮しても，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プー
ル・ピット等への給水機能が確保されることを確認し，それらを用いるこ
とにより適切な水温及び遮蔽に必要な水位を維持できる設計とする。

評価要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(スロッシング評価の実施)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(スロッシング
評価)
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

基本方針
使用済燃料受入れ設備(燃料取出し設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料移送設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料貯蔵設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料送出し設備)
溢水防護設備(止水板及び蓋)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(スロッシング
評価)
設計方針(止水板及び蓋
の設置)

31

6.5.4 　燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング後の機能維持に関する
溢水評価及び防護設計方針
基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じるスロッシングにより，燃料貯
蔵プール・ピット等の外へ漏えいする溢水量を三次元流動解析により評価
する。
その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水板及び蓋を設置すること
により溢水量を低減する設計とする。

冒頭宣言
評価要求
機能要求②

32

算出した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵プール・ピット等の水位低
下を考慮しても，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プー
ル・ピット等への給水機能が確保されることを確認し，それらを用いるこ
とにより適切な水温及び遮蔽に必要な水位を維持できる設計とする。

評価要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(スロッシング評価の実施)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(スロッシング
評価)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3　溢水評価及び防護設計方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価

2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生す
る溢水に関する溢水評価

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3　溢水評価及び防護設計方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価

2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生す
る溢水に関する溢水評価

【2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生
する溢水に関する溢水評価】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・算出した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵
プール・ピット等の水位低下を考慮しても，燃料
貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵
プール・ピット等への給水機能が確保されること
を確認し，それらを用いることにより適切な水温
及び遮蔽に必要な水位を維持できる設計とする。
また，スロッシングによる溢水(その他機器の地
震起因による溢水を含む。)の影響を受けて，燃
料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵
プール・ピット等への給水機能の維持に必要な機
器が安全機能を損なうおそれがないことを確認す
る設計とする。溢水防護対象設備が溢水により安
全機能を損なうおそれがある場合には，防護対策
その他の適切な処置を実施する。
また，「Ⅴ－１－１－４　安全機能を有する施設
及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書」に示す重大事故等
対処設備に対する設計方針に基づく溢水評価につ
いても説明する。

〇

使用済燃料受入れ設備(燃料取出し設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料移送設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料貯蔵設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料送出し設備)
溢水防護設備(止水板及び蓋)

－ － －
・主要材料
・主要寸法
・取付箇所(区画番号)

【2.1　防護すべき設備を内包する建屋内で発生
する溢水に関する溢水評価】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じるス
ロッシングにより，燃料貯蔵プール・ピット等の
外へ漏えいする水の量を三次元流動解析により評
価する。
その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水
板及び蓋を設置することによりスロッシング水量
を低減する設計とする。
また，「Ⅴ－１－１－４　安全機能を有する施設
及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書」に示す重大事故等
対処設備に対する設計方針に基づく溢水評価につ
いても説明する。

〇
施設共通　基本設計方針
(スロッシング評価の実施)

－ － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

〇

基本方針
施設共通　基本設計方針
(建屋外からの溢水評価の実施)
溢水防護設備(防水扉，水密扉，堰)

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3 溢水評価及び防護設計方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画に
流入しないことを評価する。
・屋外で発生する溢水により溢水防護対象設備が
安全機能を損なわないことを，溢水防護建屋内で
発生する溢水の評価と同様に評価する。
・屋外で発生する溢水に対しては，屋外で発生を
想定する溢水により没水し，屋外の溢水防護対象
設備の安全機能を損なわないよう，溢水の影響を
受けるおそれのある部位に対して，必要な機能喪
失高さを確保する設計とする。また，屋外で発生
を想定する溢水により被水し，屋外の溢水防護対
象設備の安全機能を損なわないよう，溢水の影響
を受けるおそれのある部位に対して，水の浸入経
路からの水の浸入を防ぐ保護構造を有する設計と
する。

〇

基本方針
施設共通　基本設計方針
(建屋外からの溢水評価の実施)
溢水防護設備(防水扉，水密扉，堰)

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3 溢水評価及び防護設計方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画に
流入しないことを評価する。
屋外で発生を想定する溢水に対しては，防護建屋
外で発生を想定する溢水による影響を評価する上
で期待する範囲を境界とした溢水防護建屋内への
流入を壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等に
より防止する設計とすることにより，建屋内の溢
水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とす
る。
・地表面に滞留する溢水に対しては，屋外で発生
を想定する溢水による影響を評価する上で期待す
る範囲を境界とした溢水防護建屋内へ流入しない
よう，建屋外壁の開口部の設置高さを確保する設
計とする。

33

6.6　屋外で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針
6.6.1　溢水防護建屋に対する溢水評価及び防護設計方針
 屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画に流入しないことを評価す
る。
 また，屋外で発生を想定する溢水に対しては，屋外で発生を想定する溢
水による影響を評価する上で期待する範囲を境界とした溢水防護建屋内へ
の流入を壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等により防止する設計とす
ることにより，建屋内の溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計と
する。
壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の溢水防護設備の設計方針につい
ては，第2章　個別項目の「7.3.5　溢水防護設備」に示す。

設置要求
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(建屋外からの溢水評価の実施)
溢水防護設備(防水扉，水密扉，堰)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(建屋外で発生
する溢水に関する溢水
評価)

34

6.6.2　屋外の溢水防護対象設備に対する溢水評価及び防護設計方針
屋外で発生を想定する溢水により，屋外の溢水防護対象設備が安全機能を
損なわないことを評価する。
また，屋外の溢水防護対象設備のうち，溢水の影響を受けるおそれのある
部位に対して，溢水水位を上回る機能喪失高さを確保すること，保護構造
を有すること及び机上評価にて健全性を確認することにより，屋外の溢水
防護対象設備が没水，被水及び蒸気の影響を受けて，安全機能を損なわな
い設計とする。

設置要求
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(建屋外からの溢水評価の実施)
溢水防護設備(防水扉，水密扉，堰)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(建屋外で発生
する溢水に関する溢水
評価)

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画に
流入しないことを評価する。
屋外で発生を想定する溢水に対しては，防護建屋
外で発生を想定する溢水による影響を評価する上
で期待する範囲を境界とした溢水防護建屋内への
流入を壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等に
より防止する設計とすることにより，建屋内の溢
水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とす
る。
・地表面に滞留する溢水に対しては，屋外で発生
を想定する溢水による影響を評価する上で期待す
る範囲を境界とした溢水防護建屋内へ流入しない
よう，建屋外壁の開口部の設置高さを確保する設
計とする。
・屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画に
流入しないことを評価する。
・屋外で発生する溢水により溢水防護対象設備が
安全機能を損なわないことを，溢水防護建屋内で
発生する溢水の評価と同様に評価する。
・屋外で発生する溢水に対しては，屋外で発生を
想定する溢水により没水し，屋外の溢水防護対象
設備の安全機能を損なわないよう，溢水の影響を
受けるおそれのある部位に対して，必要な機能喪
失高さを確保する設計とする。また，屋外で発生
を想定する溢水により被水し，屋外の溢水防護対
象設備の安全機能を損なわないよう，溢水の影響
を受けるおそれのある部位に対して，水の浸入経
路からの水の浸入を防ぐ保護構造を有する設計と
する。

【2.2 屋外で発生する溢水に関する溢水評価】
・屋外タンク等からの流入防止に関する影響評価
方法，判定基準及び評価結果
・地下水からの影響評価方法，判定基準及び評価
結果
・屋外で発生を想定する溢水
・屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画に
流入しないことを評価する。
・屋外で発生を想定する溢水の影響評価結果を踏
まえ，屋外で発生を想定する溢水による影響を評
価する上で期待する範囲を境界とした溢水防護建
屋内への流入を壁(貫通部止水処置を含む。)，防
水扉等により防止する設計とすることにより，建
屋内の溢水防護対象設備が安全機能を損なわない
設計とする。
・地表面に滞留する溢水に対しては，屋外で発生
を想定する溢水による影響を評価する上で期待す
る範囲を境界とした溢水防護建屋内へ流入しない
よう，建屋外壁の開口部の設置高さを確保する設
計とする。
・また，地下水に対しては，流入経路に地下水面
からの水頭圧に耐える壁(貫通部止水処置を含
む。)，扉等による流入防止措置を実施すること
により，地下水の流入による影響を評価する上で
期待する範囲を境界とした溢水防護建屋内への流
入を防止する設計とし，建屋内の溢水防護対象設
備が安全機能を損なわない設計とする。
・屋外で発生する溢水により屋外の溢水防護対象
設備が安全機能を損なわないことを，溢水防護建
屋内で発生する溢水の評価と同様に評価する。
・屋外で発生する溢水に対しては，屋外で発生を
想定する溢水により没水し，屋外の溢水防護対象
設備の安全機能を損なわないよう，溢水の影響を
受けるおそれのある部位に対して，必要な機能喪
失高さを確保する設計とする。また，屋外で発生
を想定する溢水により被水し，屋外の溢水防護対
象設備の安全機能を損なわないよう，溢水の影響
を受けるおそれのある部位に対して，水の浸入経
路からの水の浸入を防ぐ保護構造を有する設計と
する。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3　溢水評価及び防護設計方針

Ⅵ－１－１－６－４　溢水影響に関する評価

2.2　屋外で発生する溢水に関する溢水評価
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

33

6.6　屋外で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針
6.6.1　溢水防護建屋に対する溢水評価及び防護設計方針
 屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画に流入しないことを評価す
る。
 また，屋外で発生を想定する溢水に対しては，屋外で発生を想定する溢
水による影響を評価する上で期待する範囲を境界とした溢水防護建屋内へ
の流入を壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等により防止する設計とす
ることにより，建屋内の溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計と
する。
壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の溢水防護設備の設計方針につい
ては，第2章　個別項目の「7.3.5　溢水防護設備」に示す。

設置要求
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(建屋外からの溢水評価の実施)
溢水防護設備(防水扉，水密扉，堰)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(建屋外で発生
する溢水に関する溢水
評価)

34

6.6.2　屋外の溢水防護対象設備に対する溢水評価及び防護設計方針
屋外で発生を想定する溢水により，屋外の溢水防護対象設備が安全機能を
損なわないことを評価する。
また，屋外の溢水防護対象設備のうち，溢水の影響を受けるおそれのある
部位に対して，溢水水位を上回る機能喪失高さを確保すること，保護構造
を有すること及び机上評価にて健全性を確認することにより，屋外の溢水
防護対象設備が没水，被水及び蒸気の影響を受けて，安全機能を損なわな
い設計とする。

設置要求
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(建屋外からの溢水評価の実施)
溢水防護設備(防水扉，水密扉，堰)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(建屋外で発生
する溢水に関する溢水
評価)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3　溢水評価及び防護設計方針

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.3　溢水評価及び防護設計方針

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価

2.2　屋外で発生する溢水に関する溢水評価

【2.2 屋外で発生する溢水に関する溢水評価】
・屋外で発生を想定する溢水
・屋外で発生する溢水により屋外の溢水防護対象
設備が安全機能を損なわないことを，溢水防護建
屋内で発生する溢水の評価と同様に評価する。
・屋外で発生する溢水に対しては，屋外で発生を
想定する溢水により没水し，屋外の溢水防護対象
設備の安全機能を損なわないよう，溢水の影響を
受けるおそれのある部位に対して，必要な機能喪
失高さを確保する設計とする。また，屋外で発生
を想定する溢水により被水し，屋外の溢水防護対
象設備の安全機能を損なわないよう，溢水の影響
を受けるおそれのある部位に対して，水の浸入経
路からの水の浸入を防ぐ保護構造を有する設計と
する。

基本方針
施設共通　基本設計方針
(建屋外からの溢水評価の実施)
溢水防護設備(防水扉，水密扉，堰)

－ － －

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価

2.2　屋外で発生する溢水に関する溢水評価

【2.2 屋外で発生する溢水に関する溢水評価】
・屋外タンク等からの流入防止に関する影響評価
方法，判定基準及び評価結果
・地下水からの影響評価方法，判定基準及び評価
結果
・屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画に
流入しないことを評価する。
・屋外で発生を想定する溢水の影響評価結果を踏
まえ，屋外で発生を想定する溢水による影響を評
価する上で期待する範囲を境界とした溢水防護建
屋内への流入を壁(貫通部止水処置を含む。)，防
水扉等により防止する設計とすることにより，建
屋内の溢水防護対象設備が安全機能を損なわない
設計とする。
・地表面に滞留する溢水に対しては，屋外で発生
を想定する溢水による影響を評価する上で期待す
る範囲を境界とした溢水防護建屋内へ流入しない
よう，建屋外壁の開口部の設置高さを確保する設
計とする。
・また，地下水に対しては，流入経路に地下水面
からの水頭圧に耐える壁(貫通部止水処置を含
む。)，扉等による流入防止措置を実施すること
により，地下水の流入による影響を評価する上で
期待する範囲を境界とした溢水防護建屋内への流
入を防止する設計とし，建屋内の溢水防護対象設
備が安全機能を損なわない設計とする。

○
施設共通　基本設計方針
(建屋外からの溢水評価の実施)
溢水防護設備(防水扉，水密扉，堰)

施設共通　基本設計方針
(建屋外からの溢水評価の実施)
溢水防護設備(防水扉，水密扉，堰)

基本方針
施設共通　基本設計方針
(建屋外からの溢水評価の実施)
溢水防護設備(防水扉，水密扉，堰)

－

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針

○ － －
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別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

35

第2章　個別項目
7.　その他再処理設備の附属施設
7.3　その他の主要な事項
7.3.5 溢水防護設備
溢水防護設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通項
目の「2.　地盤」，「3.　自然現象等」，「5.　火災等による損傷の防
止」，「6.　再処理施設内における溢水による損傷の防止」，「7.　再処
理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」及び「9.　設備に
対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 ― ― ― ― 〇 ― ― ― ―

〇 基本方針 －

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.4 溢水防護設備の設計方針

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本
方針
・安全機能を有する施設は，再処理施設内におけ
る溢水が発生した場合においても，安全機能を損
なわない設計とする。
そのために，再処理施設内に設置された機器及び
配管の破損(地震起因を含む。)による溢水，再処
理施設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡大
防止のために設置される系統からの放水による溢
水又は燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング
による溢水が発生した場合においても，溢水防護
設備により溢水防護対象設備が安全機能を損なわ
ない設計とする。また，燃料貯蔵プール・ピット
等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への
給水機能を維持できる設計とする。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.4 溢水防護設備の設計方針

Ⅵ－１－１－６－５　溢水防護設備の詳細設計

1.　概要
2.　設計の基本方針

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本
方針
・安全機能を有する施設は，再処理施設内におけ
る溢水が発生した場合においても，安全機能を損
なわない設計とする。
そのために，再処理施設内に設置された機器及び
配管の破損(地震起因を含む。)による溢水，再処
理施設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡大
防止のために設置される系統からの放水による溢
水又は燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング
による溢水が発生した場合においても，溢水防護
設備により溢水防護対象設備が安全機能を損なわ
ない設計とする。また，燃料貯蔵プール・ピット
等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への
給水機能を維持できる設計とする。

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2．設計の基本方針】
・溢水防護設備の設計の基本方針
・再処理施設内における溢水の発生により，添付
書類「Ⅵ－１－１－６－２　溢水防護対象設備の
選定」及び「Ⅴ-１－１－４　安全機能を有する
施設及び重大事故等対処施設が使用される条件の
下における健全性に関する説明書」にて選定して
いる防護すべき設備が要求される機能を損なわな
い設計とするため，溢水防護に必要な設備を設置
する。
・溢水防護に必要な設備は，「Ⅵ－１－１－６－
３　溢水評価条件の設定」にて設定している溢水
防護区画及び溢水源，溢水量及び溢水経路，「Ⅵ
－１－１－６－４　溢水影響に関する評価」にて
評価している溢水水位による静水圧，蒸気噴出荷
重及び基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，そ
の機能を維持又は保持できる設計とする。
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安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水が発生した場合にお
いても，安全機能を損なわない設計とする。
そのために，再処理施設内に設置された機器及び配管の破損(地震起因を
含む。)による溢水，再処理施設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡
大防止のために設置される系統からの放水による溢水又は燃料貯蔵プー
ル・ピット等のスロッシングによる溢水が発生した場合においても，溢水
防護設備により，溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。
また，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット
等への給水機能を維持できる設計とする。
溢水防護設備は，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰，床
ドレン逆止弁，溢水防護板，自動検知・遠隔隔離システム，ターミナルエ
ンド防護カバー，蒸気防護板，地震計，緊急遮断弁，漏えい検知器，液位
計，止水板及び蓋で構成し，以下の設計とすることにより，溢水防護対象
設備が溢水により安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針(防護設備の設
計)
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

35

第2章　個別項目
7.　その他再処理設備の附属施設
7.3　その他の主要な事項
7.3.5 溢水防護設備
溢水防護設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通項
目の「2.　地盤」，「3.　自然現象等」，「5.　火災等による損傷の防
止」，「6.　再処理施設内における溢水による損傷の防止」，「7.　再処
理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」及び「9.　設備に
対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 ― ―
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安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水が発生した場合にお
いても，安全機能を損なわない設計とする。
そのために，再処理施設内に設置された機器及び配管の破損(地震起因を
含む。)による溢水，再処理施設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡
大防止のために設置される系統からの放水による溢水又は燃料貯蔵プー
ル・ピット等のスロッシングによる溢水が発生した場合においても，溢水
防護設備により，溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。
また，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット
等への給水機能を維持できる設計とする。
溢水防護設備は，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰，床
ドレン逆止弁，溢水防護板，自動検知・遠隔隔離システム，ターミナルエ
ンド防護カバー，蒸気防護板，地震計，緊急遮断弁，漏えい検知器，液位
計，止水板及び蓋で構成し，以下の設計とすることにより，溢水防護対象
設備が溢水により安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針(防護設備の設
計)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.4 溢水防護設備の設計方針

Ⅵ－１－１－６－５
溢水防護設備の詳細設計

2．　設計の基本方針

基本方針 －

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本
方針

【2．設計の基本方針】
・溢水防護設備の設計の基本方針
・再処理施設内における溢水の発生により，添付
書類「Ⅵ－１－１－６－２　溢水防護対象設備の
選定」及び「Ⅴ-１－１－４　安全機能を有する
施設及び重大事故等対処施設が使用される条件の
下における健全性に関する説明書」にて選定して
いる防護すべき設備が要求される機能を損なわな
い設計とするため，溢水防護に必要な設備を設置
する。
・溢水防護に必要な設備は，「Ⅵ－１－１－６－
３　溢水評価条件の設定」にて設定している溢水
防護区画及び溢水源，溢水量及び溢水経路，「Ⅵ
－１－１－６－４　溢水影響に関する評価」にて
評価している溢水水位による静水圧，蒸気噴出荷
重及び基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，そ
の機能を維持又は保持できる設計とする。

－ －

第１回申請と同一

○ 基本方針
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別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

－ － － － －

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.4 溢水防護設備の設計方針

Ⅵ－１－１－６－５　溢水防護設備の詳細設計

3.　要求機能及び性能目標
3.1 溢水伝播を防止する設備
4.　機能設計
4.1 溢水伝播を防止する設備

Ⅵ－１－１－６－６　溢水への配慮が必要な施設
の耐震設計

1.　概要
2.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基
本方針
2.1　基本方針
2.2　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象
2.3　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針
3.　地震力の設定
4.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要
求される機能及び機能維持の方針
5.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のそ
の他耐震設計に係る事項

Ⅵ－１－１－６－７－１　溢水への配慮が必要な
施設の強度計算の方針

1.　概要
2.　強度評価の基本方針
3.　構造強度設計
4.　荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界
5.　強度評価方法

Ⅵ－１－１－６－７－２　溢水への配慮が必要な
施設の強度計算書

1.　概要
2.　基本方針
3.　強度評価方法
4.　評価条件
5.　強度評価結果

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本
方針
・流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処
置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン
逆止弁は，壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏
まえて流入防止対策を図ることにより，溢水防護
区画外の溢水に対して，流入を防止する設計とす
る。
また，溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，溢
水防護対象設備が没水しないよう設置する設計と
する。
流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置
を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン逆
止弁及び貫通部止水処置並びに溢水防護対象設備
周囲に設置する堰は，発生した溢水による水位や
水圧に対して流入防止機能が維持できる設計とす
るとともに，基準地震動Ｓｓによる地震力等の溢
水の要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対
して必要な当該機能が損なわれない設計とする。

 
【3．要求機能及び性能目標】
・各溢水防護設備の要求機能及び性能目標
(耐震性に関する具体的な方針及び計算結果は，
Ⅲ-5　溢水への配慮が必要な施設の耐震性に関す
る説明書に示す)
【3.1　溢水伝播を防止する設備】
・溢水伝播を防止する設備に対する，溢水防護上
で期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【4.1　溢水伝播を防止する設備】
・溢水伝播を防止する設備の溢水影響に対して要
求される機能設計上の性能目標を達成するための
機能設計の方針を説明する。

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象
について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震
設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に
要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求
される機能及び機能維持の方針について説明す
る。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
その他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の準拠
規格，構造計画，配置計画及び機器・配管系の支
持方針について説明する。

【2. 強度評価の基本方針】
・溢水防護上で期待する性能目標を達成するため
の溢水への配慮が必要な施設の構造健全性に対す
る強度評価の基本方針について説明する。
【3. 構造強度設計】
・溢水防護上で期待する要求機能を維持できる構
造強度の設計方針の設定について説明する。
【4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価に用いる
荷重及び荷重の組み合わせ並びに許容限界につい
て説明する。
【5. 強度評価方法】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法につ
いて説明する。

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 基本方針】
・溢水への配慮が必要な施設の位置，構造につい
て説明する。
【3. 強度評価方法】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法につ
いて説明する。
【4. 評価条件】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価条件につ
いて説明する。
【5. 強度評価結果】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価結果につ
いて説明する。
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(1)　流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水
扉，水密扉，堰及び床ドレン逆止弁は，壁，扉，堰，床段差等の設置状況
を踏まえて流入防止対策を図ることにより，溢水防護区画外の溢水に対し
て，流入を防止する設計とする。
また，溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，溢水防護対象設備が没水し
ないよう設置する設計とする。
流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密
扉，堰及び床ドレン逆止弁並びに溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，
発生した溢水による水位や水圧に対して流入防止機能が維持できる設計と
するとともに，基準地震動Ｓｓによる地震力等の溢水の要因となる事象に
伴い生じる荷重や環境に対して必要な当該機能が損なわれない設計とす
る。

設置要求
機能要求②

施設共通　基本設計方針
(床ドレン逆止弁及び壁(貫通部止水処置を含
む。))
溢水防護設備(堰，防水扉，水密扉)

基本方針(防護設備の設
計)
設計方針(溢水防護設
備)
評価(強度計算)
評価(耐震計算)
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

37

(1)　流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水
扉，水密扉，堰及び床ドレン逆止弁は，壁，扉，堰，床段差等の設置状況
を踏まえて流入防止対策を図ることにより，溢水防護区画外の溢水に対し
て，流入を防止する設計とする。
また，溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，溢水防護対象設備が没水し
ないよう設置する設計とする。
流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密
扉，堰及び床ドレン逆止弁並びに溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，
発生した溢水による水位や水圧に対して流入防止機能が維持できる設計と
するとともに，基準地震動Ｓｓによる地震力等の溢水の要因となる事象に
伴い生じる荷重や環境に対して必要な当該機能が損なわれない設計とす
る。

設置要求
機能要求②

施設共通　基本設計方針
(床ドレン逆止弁及び壁(貫通部止水処置を含
む。))
溢水防護設備(堰，防水扉，水密扉)

基本方針(防護設備の設
計)
設計方針(溢水防護設
備)
評価(強度計算)
評価(耐震計算)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－６－５　溢水防護設備の詳細設計

3.　要求機能及び性能目標
3.1 溢水伝播を防止する設備
4.1 溢水伝播を防止する設備

【3．要求機能及び性能目標】
・各溢水防護設備の要求機能及び性能目標
(耐震性に関する具体的な方針及び計算結果は，
Ⅲ-5　溢水への配慮が必要な施設の耐震性に関す
る説明書に示す)
【3.1　溢水伝播を防止する設備】
・溢水伝播を防止する設備に対する，溢水防護上
で期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【4.1　溢水伝播を防止する設備】
・溢水伝播を防止する設備の溢水影響に対して要
求される機能設計上の性能目標を達成するための
機能設計の方針を説明する。

Ⅵ－１－１－６－７－１　溢水への配慮が必要な
施設の強度計算の方針

2.　 強度評価の基本方針
3.　 構造強度設計
4.　 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界
5.　 強度評価方法

【2. 強度評価の基本方針】
・溢水防護上で期待する性能目標を達成するため
の溢水への配慮が必要な施設の構造健全性に対す
る強度評価の基本方針について説明する。
【3. 構造強度設計】
・溢水防護上で期待する要求機能を維持できる構
造強度の設計方針の設定について説明する。
【4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価に用いる
荷重及び荷重の組み合わせ並びに許容限界につい
て説明する。
【5. 強度評価方法】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法につ
いて説明する。

Ⅵ－１－１－６－７－２　溢水への配慮が必要な
施設の強度計算書

2. 　基本方針
3. 　強度評価方法
4. 　評価条件
5. 　強度評価結果

【2. 基本方針】
・溢水への配慮が必要な施設の位置，構造につい
て説明する。
【3. 強度評価方法】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法につ
いて説明する。
【4. 評価条件】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価条件につ
いて説明する。
【5. 強度評価結果】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価結果につ
いて説明する。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.4 溢水防護設備の設計方針

〇

施設共通　基本設計方針
(床ドレン逆止弁及び貫通部止水処置)

【機能要求②】
溢水防護設備(防水扉，水密扉，堰)

【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象
について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震
設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に
要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求
される機能及び機能維持の方針について説明す
る。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
その他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の準拠
規格，構造計画，配置計画及び機器・配管系の支
持方針について説明する。

Ⅵ－１－１－６－６　溢水への配慮が必要な施設
の耐震設計

2.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基
本方針
2.1　基本方針
2.2　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象
2.3　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針
3.　地震力の設定
4.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要
求される機能及び機能維持の方針
5.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のそ
の他耐震設計に係る事項

施設共通　基本設計方針
(床ドレン逆止弁及び貫通部止水処置)

【機能要求②】
溢水防護設備(防水扉，水密扉，堰)

主要材料
主要寸法
取付箇所(区画番号)

――

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本
方針
・流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処
置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン
逆止弁は，壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏
まえて流入防止対策を図ることにより，溢水防護
区画外の溢水に対して，流入を防止する設計とす
る。
また，溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，溢
水防護対象設備が没水しないよう設置する設計と
する。
流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置
を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン逆
止弁及び貫通部止水処置並びに溢水防護対象設備
周囲に設置する堰は，発生した溢水による水位や
水圧に対して流入防止機能が維持できる設計とす
るとともに，基準地震動Ｓｓによる地震力等の溢
水の要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対
して必要な当該機能が損なわれない設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

－ － － － －

－ － － － －

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本
方針
・溢水防護板は，被水による影響評価を踏まえて
設置し，溢水防護対象設備が被水により安全機能
を損なわないよう設置する設計とする。
溢水源及び溢水経路に対して設置する溢水防護板
は，想定する水圧に耐える設計とし，基準地震動
Ｓｓによる地震力に対して，被水を防止する当該
機能を損なわないよう設置する設計とする。
溢水防護対象設備を覆う溢水防護板は，主要部材
に不燃性材料又は難燃性材料を用いて製作し，基
準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有す
る設計及び実機を想定した被水条件を考慮しても
当該機能を損なわないことを被水試験等により確
認する設計とする。
・自動検知・遠隔隔離システム(温度検出器，蒸
気遮断弁)は，蒸気影響を緩和するため，溢水源
となる空調用蒸気の漏えいを検知し，自動で漏え
い蒸気を隔離する設計とする。
空調用蒸気設備に設置する蒸気遮断弁は，隔離信
号発信後10秒以内に自動隔離する設計とする。
また，自動検知・遠隔隔離システムだけでは溢水
防護対象設備の健全性が確保されない場合には，
破損想定箇所にターミナルエンド防護カバーを設
置することで蒸気影響を軽減する設計とする。

 
【3．要求機能及び性能目標】
・各溢水防護設備に対する，溢水防護上で期待す
る要求機能及び性能目標
【3.2 被水影響を防止する設備】
・被水影響を防止する設備に対する，溢水防護上
で期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【3.3　蒸気影響を緩和する設備】
・蒸気影響を緩和する設備に対する，溢水防護上
で期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【4．機能設計】
・各溢水防護設備の機能設計
【4.2　被水影響を防止する設備】
・被水影響を防止する設備の溢水影響に対して要
求される機能設計上の性能目標を達成するための
機能設計の方針を説明する。
【4.3　蒸気影響を緩和する設備】
・蒸気影響を緩和する設備の溢水影響に対して要
求される機能設計上の性能目標を達成するための
機能設計の方針を説明する。

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象
について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震
設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に
要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求
される機能及び機能維持の方針について説明す
る。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
その他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の準拠
規格，構造計画，配置計画及び機器・配管系の支
持方針について説明する。

基本方針(防護設備の設
計)
設計方針(溢水防護設
備)

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.4 溢水防護設備の設計方針

Ⅵ－１－１－６－５　溢水防護設備の詳細設計

3.　要求機能及び性能目標
3.2 被水影響を防止する設備
3.3 蒸気影響を緩和する設備
4.　機能設計
3.2 被水影響を防止する設備
4.3 蒸気影響を緩和する設備

Ⅵ－１－１－６－６　溢水への配慮が必要な施設
の耐震設計

1.　概要
2.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基
本方針
2.1　基本方針
2.2　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象
2.3　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針
3.　地震力の設定
4.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要
求される機能及び機能維持の方針
5.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のそ
の他耐震設計に係る事項

施設共通　基本設計方針
(自動検知・遠隔隔離システム，ターミナルエン
ド防護カバー)

39

(3)　自動検知・遠隔隔離システム(温度検出器，蒸気遮断弁)は，蒸気影
響を緩和するため，蒸気の漏えいを検知し，自動で漏えい蒸気を隔離する
設計とする。
溢水源となる一般蒸気等に設置する蒸気遮断弁は，隔離信号発信後10秒以
内に自動隔離する設計とする。
また，自動検知・遠隔隔離システムだけでは溢水防護対象設備の健全性が
確保されない場合には，破損想定箇所にターミナルエンド防護カバーを設
置することで蒸気影響を軽減する設計とする。

設置要求

38

(2)　溢水防護板は，発生した溢水の溢水防護対象設備への被水を防止す
る設計とし，溢水防護対象設備が被水により安全機能を損なわないよう設
置する設計とする。
溢水防護対象設備を覆う溢水防護板は，主要部材に不燃性材料又は難燃性
材料を用いて製作し，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有す
る設計及び実機を想定した被水条件を考慮しても当該機能を損なわないこ
とを被水試験等により確認する設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(溢水防護板)

基本方針(防護設備の設
計)
設計方針(溢水防護設
備)
評価(耐震計算)
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

基本方針(防護設備の設
計)
設計方針(溢水防護設
備)

施設共通　基本設計方針
(自動検知・遠隔隔離システム，ターミナルエン
ド防護カバー)

39

(3)　自動検知・遠隔隔離システム(温度検出器，蒸気遮断弁)は，蒸気影
響を緩和するため，蒸気の漏えいを検知し，自動で漏えい蒸気を隔離する
設計とする。
溢水源となる一般蒸気等に設置する蒸気遮断弁は，隔離信号発信後10秒以
内に自動隔離する設計とする。
また，自動検知・遠隔隔離システムだけでは溢水防護対象設備の健全性が
確保されない場合には，破損想定箇所にターミナルエンド防護カバーを設
置することで蒸気影響を軽減する設計とする。

設置要求

38

(2)　溢水防護板は，発生した溢水の溢水防護対象設備への被水を防止す
る設計とし，溢水防護対象設備が被水により安全機能を損なわないよう設
置する設計とする。
溢水防護対象設備を覆う溢水防護板は，主要部材に不燃性材料又は難燃性
材料を用いて製作し，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有す
る設計及び実機を想定した被水条件を考慮しても当該機能を損なわないこ
とを被水試験等により確認する設計とする。

設置要求
施設共通　基本設計方針
(溢水防護板)

基本方針(防護設備の設
計)
設計方針(溢水防護設
備)
評価(耐震計算)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－６－５　溢水防護設備の詳細設計

3.2 被水影響を防止する設備
4.2 被水影響を防止する設備

【3.2 被水影響を防止する設備設備】
・被水影響を防止する設備に対する，溢水防護上
で期待する要求機能及び性能目標を説明する。

【4.2 被水影響を防止する設備】
・被水影響を防止する設備の溢水影響に対して要
求される機能設計上の性能目標を達成するための
機能設計の方針を説明する。

Ⅵ－１－１－６－５　溢水防護設備の詳細設計

3.3 蒸気影響を緩和する設備
4.3 蒸気影響を緩和する設備

【3.3　蒸気影響を緩和する設備】
・蒸気影響を緩和する設備に対する，溢水防護上
で期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【4.3　蒸気影響を緩和する設備】
・蒸気影響を緩和する設備の溢水影響に対して要
求される機能設計上の性能目標を達成するための
機能設計の方針を説明する。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.4 溢水防護設備の設計方針

〇
施設共通　基本設計方針
(溢水防護板)

施設共通　基本設計方針
(溢水防護板)

―

〇
施設共通　基本設計方針
(自動検知・遠隔隔離システム，ターミナルエン
ド防護カバー)

施設共通　基本設計方針
(自動検知・遠隔隔離システム，ターミナルエン
ド防護カバー)

―

―

―

―

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本
方針
・溢水防護板は，被水による影響評価を踏まえて
設置し，溢水防護対象設備が被水により安全機能
を損なわないよう設置する設計とする。
溢水源及び溢水経路に対して設置する溢水防護板
は，想定する水圧に耐える設計とし，基準地震動
Ｓｓによる地震力に対して，被水を防止する当該
機能を損なわないよう設置する設計とする。
溢水防護対象設備を覆う溢水防護板は，主要部材
に不燃性材料又は難燃性材料を用いて製作し，基
準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有す
る設計及び実機を想定した被水条件を考慮しても
当該機能を損なわないことを被水試験等により確
認する設計とする。

―

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本
方針
・自動検知・遠隔隔離システム(温度検出器，蒸
気遮断弁)は，蒸気影響を緩和するため，溢水源
となる空調用蒸気の漏えいを検知し，自動で漏え
い蒸気を隔離する設計とする。
空調用蒸気設備に設置する蒸気遮断弁は，隔離信
号発信後10秒以内に自動隔離する設計とする。
また，自動検知・遠隔隔離システムだけでは溢水
防護対象設備の健全性が確保されない場合には，
破損想定箇所にターミナルエンド防護カバーを設
置することで蒸気影響を軽減する設計とする。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.4 溢水防護設備の設計方針

Ⅵ－１－１－６－６　溢水への配慮が必要な施設
の耐震設計

2.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基
本方針
2.1　基本方針
2.2　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象
2.3　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針
3.　地震力の設定
4.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要
求される機能及び機能維持の方針
5.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のそ
の他耐震設計に係る事項

【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象
について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震
設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に
要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求
される機能及び機能維持の方針について説明す
る。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
その他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の準拠
規格，構造計画，配置計画及び機器・配管系の支
持方針について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

－ － － － －

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本
方針
・蒸気防護板は，溢水防護対象設備が蒸気により
安全機能を損なわないよう，溢水防護対象設備に
対して設置する設計とする。
蒸気防護板は，実機を想定した蒸気条件を考慮し
た耐蒸気性能を有する設計とする。
蒸気防護板は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対
して耐震性を確保する設計及び蒸気配管の破損に
より生じる環境温度及び圧力に対して当該機能が
損なわれない設計とする。

【3．要求機能及び性能目標】
・各溢水防護設備に対する，溢水防護上で期待す
る要求機能及び性能目標
【3.3　蒸気影響を緩和する設備】
・蒸気影響を緩和する設備に対する，溢水防護上
で期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【4．機能設計】
・各溢水防護設備の機能設計
【4.3　蒸気影響を緩和する設備】
・蒸気影響を緩和する設備の溢水影響に対して要
求される機能設計上の性能目標を達成するための
機能設計の方針を説明する。

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象
について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震
設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に
要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求
される機能及び機能維持の方針について説明す
る。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
その他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の準拠
規格，構造計画，配置計画及び機器・配管系の支
持方針について説明する。

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 強度評価の基本方針】
・溢水防護上で期待する性能目標を達成するため
の溢水防護設備の構造健全性に対する強度評価の
基本方針について説明する。
【3. 構造強度設計】
・溢水防護上で期待する要求機能を維持できる構
造強度の設計方針の設定について説明する。
【4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価に用いる
荷重及び荷重の組み合わせ並びに許容限界につい
て説明する。
【5. 強度評価方法】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法につ
いて説明する。

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 基本方針】
・溢水への配慮が必要な施設の位置，構造につい
て説明する。
【3. 強度評価方法】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法につ
いて説明する。
【4. 評価条件】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価条件につ
いて説明する。
【5. 強度評価結果】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価結果につ
いて説明する。

施設共通　基本設計方針
(蒸気防護板)

基本方針(防護設備の設
計)
設計方針(溢水防護設
備)
評価(強度計算)
評価(耐震計算)

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.4 溢水防護設備の設計方針

Ⅵ－１－１－６－５　溢水防護設備の詳細設計

3.　要求機能及び性能目標
3.3 蒸気影響を緩和する設備
4.　機能設計
4.3 蒸気影響を緩和する設備

Ⅵ－１－１－６－６　溢水への配慮が必要な施設
の耐震設計

1.　概要
2.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基
本方針
2.1　基本方針
2.2　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象
2.3　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針
3.　地震力の設定
4.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要
求される機能及び機能維持の方針
5.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のそ
の他耐震設計に係る事項

Ⅵ－１－１－６－７－１　溢水への配慮が必要な
施設の強度計算の方針

1.　概要
2.　強度評価の基本方針
3.　構造強度設計
4.　荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界
5.　強度評価方法

Ⅵ－１－１－６－７－２　溢水への配慮が必要な
施設の強度計算書

1.　概要
2.　基本方針
3.　強度評価方法
4.　評価条件
5.　強度評価結果

40

(4)　蒸気防護板は，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損
なわないよう，溢水防護対象設備に対して設置する設計とする。
蒸気防護板は，実機を想定した蒸気条件を考慮した耐蒸気性能を有する設
計とする。
蒸気防護板は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有する設計
並びに蒸気配管の破損により生じる環境温度及び圧力に対して当該機能が
損なわれない設計とする。

設置要求
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

施設共通　基本設計方針
(蒸気防護板)

基本方針(防護設備の設
計)
設計方針(溢水防護設
備)
評価(強度計算)
評価(耐震計算)

40

(4)　蒸気防護板は，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損
なわないよう，溢水防護対象設備に対して設置する設計とする。
蒸気防護板は，実機を想定した蒸気条件を考慮した耐蒸気性能を有する設
計とする。
蒸気防護板は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有する設計
並びに蒸気配管の破損により生じる環境温度及び圧力に対して当該機能が
損なわれない設計とする。

設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.4 溢水防護設備の設計方針

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本
方針
・蒸気防護板は，溢水防護対象設備が蒸気により
安全機能を損なわないよう，溢水防護対象設備に
対して設置する設計とする。
蒸気防護板は，実機を想定した蒸気条件を考慮し
た耐蒸気性能を有する設計とする。
蒸気防護板は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対
して耐震性を確保する設計及び蒸気配管の破損に
より生じる環境温度及び圧力に対して当該機能が
損なわれない設計とする。

Ⅵ－１－１－６－５　溢水防護設備の詳細設計

3.　要求機能及び性能目標
3.3 蒸気影響を緩和する設備
4.3 蒸気影響を緩和する設備

【3．要求機能及び性能目標】
・各溢水防護設備の要求機能及び性能目標
(耐震性に関する具体的な方針及び計算結果は，
Ⅲ-5　溢水への配慮が必要な施設の耐震性に関す
る計算書に示す)
【3.3　蒸気影響を緩和する設備】
・蒸気影響を緩和する設備に対する，溢水防護上
で期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【4.3　蒸気影響を緩和する設備】
・蒸気影響を緩和する設備の溢水影響に対して要
求される機能設計上の性能目標を達成するための
機能設計の方針を説明する。

Ⅵ－１－１－６－７－１　溢水への配慮が必要な
施設の強度計算の方針

2.　 強度評価の基本方針
3.　 構造強度設計
4.　 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界
5.　 強度評価方法

【2. 強度評価の基本方針】
・溢水防護上で期待する性能目標を達成するため
の溢水防護設備の構造健全性に対する強度評価の
基本方針について説明する。
【3. 構造強度設計】
・溢水防護上で期待する要求機能を維持できる構
造強度の設計方針の設定について説明する。
【4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価に用いる
荷重及び荷重の組み合わせ並びに許容限界につい
て説明する。
【5. 強度評価方法】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法につ
いて説明する。

Ⅵ－１－１－６－７－２　溢水への配慮が必要な
施設の強度計算書

2. 　基本方針
3. 　強度評価方法
4. 　評価条件
5. 　強度評価結果

【2. 基本方針】
・溢水への配慮が必要な施設の位置，構造につい
て説明する。
【3. 強度評価方法】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法につ
いて説明する。
【4. 評価条件】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価条件につ
いて説明する。
【5. 強度評価結果】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価結果につ
いて説明する。

〇
施設共通　基本設計方針
(蒸気防護板)

施設共通　基本設計方針
(蒸気防護板)

―――

【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象
について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震
設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に
要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求
される機能及び機能維持の方針について説明す
る。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
その他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の準拠
規格，構造計画，配置計画及び機器・配管系の支
持方針について説明する。

Ⅵ－１－１－６－６　溢水への配慮が必要な施設
の耐震設計

2.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基
本方針
2.1　基本方針
2.2　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象
2.3　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針
3.　地震力の設定
4.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要
求される機能及び機能維持の方針
5.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のそ
の他耐震設計に係る事項
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

－ － － － －

基本方針(防護設備の設
計)
設計方針(溢水防護設
備)

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.4 溢水防護設備の設計方針

Ⅵ－１－１－６－５　溢水防護設備の詳細設計

3.　要求機能及び性能目標
3.4 溢水量を低減する設備
4.　機能設計
4.4 溢水量を低減する設備

Ⅵ－１－１－６－６　溢水への配慮が必要な施設
の耐震設計

1.　概要
2.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基
本方針
2.1　基本方針
2.2　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象
2.3　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針
3.　地震力の設定
4.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要
求される機能及び機能維持の方針
5.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のそ
の他耐震設計に係る事項

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本
方針
・漏えい検知器及び液位計は，溢水の発生を検知
し，中央制御室からの手動遠隔操作又は現場操作
により漏えい箇所を早期に隔離できる設計とす
る。

【3．要求機能及び性能目標】
・各溢水防護設備に対する，溢水防護上で期待す
る要求機能及び性能目標
【3.4　溢水量を低減する設備】
・溢水量を低減する設備に対する，溢水防護上で
期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【4．機能設計】
・各溢水防護設備の機能設計
【4.4　溢水量を低減する設備】
・溢水量を低減する設備の溢水影響に対して要求
される機能設計上の性能目標を達成するための機
能設計の方針を説明する。

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象
について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震
設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に
要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求
される機能及び機能維持の方針について説明す
る。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
その他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の準拠
規格，構造計画，配置計画及び機器・配管系の支
持方針について説明する。

施設共通　基本設計方針
(漏えい検知器，液位計)

42

(6)　漏えい検知器及び液位計は，溢水の発生を検知し，中央制御室，使
用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室からの手動遠隔操作又は現場
操作により漏えい箇所を早期に隔離できる設計とする。

設置要求

41

(5)　溢水防護建屋内又は建屋間(建屋外の洞道含む。)に設置する緊急遮
断弁は，制御建屋に設置する地震計からの信号で作動する又は弁の感震機
構で作動することにより，他建屋から流入する系統を隔離できる設計と
し，溢水防護建屋内で発生する溢水量を低減する設計とする。
地震計及び緊急遮断弁は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を
有する設計とする。

設置要求 溢水防護設備(遮断弁)
設計方針(溢水防護設
備)
評価(耐震計算)

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

基本方針(防護設備の設
計)
設計方針(溢水防護設
備)

施設共通　基本設計方針
(漏えい検知器，液位計)

42

(6)　漏えい検知器及び液位計は，溢水の発生を検知し，中央制御室，使
用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室からの手動遠隔操作又は現場
操作により漏えい箇所を早期に隔離できる設計とする。

設置要求

41

(5)　溢水防護建屋内又は建屋間(建屋外の洞道含む。)に設置する緊急遮
断弁は，制御建屋に設置する地震計からの信号で作動する又は弁の感震機
構で作動することにより，他建屋から流入する系統を隔離できる設計と
し，溢水防護建屋内で発生する溢水量を低減する設計とする。
地震計及び緊急遮断弁は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を
有する設計とする。

設置要求 溢水防護設備(遮断弁)
設計方針(溢水防護設
備)
評価(耐震計算)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－６－５　溢水防護設備の詳細設計

3.　要求機能及び性能目標
3.4 溢水量を低減する設備
4.4 溢水量を低減する設備

【3．要求機能及び性能目標】
・各溢水防護設備の要求機能及び性能目標
(耐震性に関する具体的な方針及び計算結果は，
Ⅲ-5　溢水への配慮が必要な施設の耐震性に関す
る計算書に示す)
【3.4　溢水量を低減する設備】
・溢水量を低減する設備に対する，溢水防護上で
期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【4.4　溢水量を低減する設備】
・溢水量を低減する設備の溢水影響に対して要求
される機能設計上の性能目標を達成するための機
能設計の方針を説明する。

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.4 溢水防護設備の設計方針

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本
方針
・漏えい検知器及び液位計は，溢水の発生を検知
し，中央制御室からの手動遠隔操作又は現場操作
により漏えい箇所を早期に隔離できる設計とす
る。

Ⅵ－１－１－６－５　溢水防護設備の詳細設計

3.　要求機能及び性能目標
3.4 溢水量を低減する設備
4.4 溢水量を低減する設備

【3．要求機能及び性能目標】
・各溢水防護設備の要求機能及び性能目標
(耐震性に関する具体的な方針及び計算結果は，
Ⅲ-5　溢水への配慮が必要な施設の耐震性に関す
る計算書に示す)
【3.4　溢水量を低減する設備】
・溢水量を低減する設備に対する，溢水防護上で
期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【4.4　溢水量を低減する設備】
・溢水量を低減する設備の溢水影響に対して要求
される機能設計上の性能目標を達成するための機
能設計の方針を説明する。

〇
施設共通　基本設計方針
(漏えい検知器，液位計)

施設共通　基本設計方針
(漏えい検知器，液位計)

―――

【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象
について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震
設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に
要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求
される機能及び機能維持の方針について説明す
る。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
その他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の準拠
規格，構造計画，配置計画及び機器・配管系の支
持方針について説明する。

〇 溢水防護設備(遮断弁) ―溢水防護設備(遮断弁) ― ―

Ⅵ－１－１－６－６　溢水への配慮が必要な施設
の耐震設計

2.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基
本方針
2.1　基本方針
2.2　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象
2.3　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針
3.　地震力の設定
4.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要
求される機能及び機能維持の方針
5.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のそ
の他耐震設計に係る事項
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

44

溢水防護設備については，保守点検等の運用を適切に実施することを保安
規定に定めて，管理する。

運用要求
施設共通　基本設計方針
(溢水防護設備の保守点検,補修)

基本方針

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.4 溢水防護設備の設計方針

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本
方針
・また，溢水防護設備が要求される機能を維持す
るため，計画的に保守管理，点検を実施するとと
もに必要に応じ補修を実施することを保安規定に
定めて，管理する。

○
施設共通　基本設計方針
(溢水防護設備の保守点検,補修)

－

Ⅵ－１－１－６－１　溢水による損傷の防止に対
する基本方針

2.4 溢水防護設備の設計方針

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本
方針
・また，溢水防護設備が要求される機能を維持す
るため，計画的に保守管理，点検を実施するとと
もに必要に応じ補修を実施することを保安規定に
定めて，管理する。

－ － － － －

【3．要求機能及び性能目標】
・各溢水防護設備に対する，溢水防護上で期待す
る要求機能及び性能目標
【3.4　溢水量を低減する設備】
・溢水量を低減する設備に対する，溢水防護上で
期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【4．機能設計】
・各溢水防護設備の機能設計
【4.4　溢水量を低減する設備】
・溢水量を低減する設備の溢水影響に対して要求
される機能設計上の性能目標を達成するための機
能設計の方針を説明する。

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象
について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震
設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に
要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求
される機能及び機能維持の方針について説明す
る。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
その他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の準拠
規格，構造計画，配置計画及び機器・配管系の支
持方針について説明する。

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 強度評価の基本方針】
・溢水防護上で期待する性能目標を達成するため
の溢水防護設備の構造健全性に対する強度評価の
基本方針について説明する。
【3. 構造強度設計】
・溢水防護上で期待する要求機能を維持できる構
造強度の設計方針の設定について説明する。
【4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価に用いる
荷重及び荷重の組み合わせ並びに許容限界につい
て説明する。
【5. 強度評価方法】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法につ
いて説明する。

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 基本方針】
・溢水への配慮が必要な施設の位置，構造につい
て説明する。
【3. 強度評価方法】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法につ
いて説明する。
【4. 評価条件】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価条件につ
いて説明する。
【5. 強度評価結果】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価結果につ
いて説明する。

溢水防護設備(止水板及び蓋)

設計方針(溢水防護設
備)
評価(強度計算：止水板
及び蓋)
評価(耐震計算：止水
板)

Ⅵ－１－１－６－５　溢水防護設備の詳細設計

3.　要求機能及び性能目標
3.4 溢水量を低減する設備
4.　機能設計
4.4 溢水量を低減する設備

Ⅵ－１－１－６－６　溢水への配慮が必要な施設
の耐震設計

1.　概要
2.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基
本方針
2.1　基本方針
2.2　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象
2.3　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針
3.　地震力の設定
4.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要
求される機能及び機能維持の方針
5.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のそ
の他耐震設計に係る事項

Ⅵ－１－１－６－７－１　溢水への配慮が必要な
施設の強度計算の方針

1.　概要
2.　強度評価の基本方針
3.　構造強度設計
4.　荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界
5.　強度評価方法

Ⅵ－１－１－６－７－２　溢水への配慮が必要な
施設の強度計算書

1.　概要
2.　基本方針
3.　強度評価方法
4.　評価条件
5.　強度評価結果

43

(7)　止水板及び蓋は，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に設置すること
によりスロッシング水量を低減し，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能
及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能が確保されることを確認し，
それらを用いることにより適切な水温及び遮蔽に必要な水位を維持できる
設計とする。
止水板及び蓋は，地震，火災荷重及び環境条件に対して，スロッシング水
量を低減する性能が損なわれない設計とする。

設置要求
機能要求②
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

44

溢水防護設備については，保守点検等の運用を適切に実施することを保安
規定に定めて，管理する。

運用要求
施設共通　基本設計方針
(溢水防護設備の保守点検,補修)

基本方針

溢水防護設備(止水板及び蓋)

設計方針(溢水防護設
備)
評価(強度計算：止水板
及び蓋)
評価(耐震計算：止水
板)

43

(7)　止水板及び蓋は，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に設置すること
によりスロッシング水量を低減し，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能
及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能が確保されることを確認し，
それらを用いることにより適切な水温及び遮蔽に必要な水位を維持できる
設計とする。
止水板及び蓋は，地震，火災荷重及び環境条件に対して，スロッシング水
量を低減する性能が損なわれない設計とする。

設置要求
機能要求②

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－６－５　溢水防護設備の詳細設計

3.　要求機能及び性能目標
3.4 溢水量を低減する設備
4.4 溢水量を低減する設備

【3．要求機能及び性能目標】
・各溢水防護設備の要求機能及び性能目標
(耐震性に関する具体的な方針及び計算結果は，
Ⅲ-5　溢水への配慮が必要な施設の耐震性に関す
る計算書に示す)
【3.4　溢水量を低減する設備】
・溢水量を低減する設備に対する，溢水防護上で
期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【4.4　溢水量を低減する設備】
・溢水量を低減する設備の溢水影響に対して要求
される機能設計上の性能目標を達成するための機
能設計の方針を説明する。

Ⅵ－１－１－６－７－１　溢水への配慮が必要な
施設の強度計算の方針

2.　 強度評価の基本方針
3.　 構造強度設計
4.　 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界
5.　 強度評価方法

【2. 強度評価の基本方針】
・溢水防護上で期待する性能目標を達成するため
の溢水防護設備の構造健全性に対する強度評価の
基本方針について説明する。
【3. 構造強度設計】
・溢水防護上で期待する要求機能を維持できる構
造強度の設計方針の設定について説明する。
【4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価に用いる
荷重及び荷重の組み合わせ並びに許容限界につい
て説明する。
【5. 強度評価方法】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法につ
いて説明する。

Ⅵ－１－１－６－７－２　溢水への配慮が必要な
施設の強度計算書

2. 　基本方針
3. 　強度評価方法
4. 　評価条件
5. 　強度評価結果

【2. 基本方針】
・溢水への配慮が必要な施設の位置，構造につい
て説明する。
【3. 強度評価方法】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価方法につ
いて説明する。
【4. 評価条件】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価条件につ
いて説明する。
【5. 強度評価結果】
・溢水への配慮が必要な施設の強度評価結果につ
いて説明する。

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

第１回申請と同一

〇 溢水防護設備(止水板及び蓋) ―
主要材料
主要寸法
取付箇所(区画番号)

――

Ⅵ－１－１－６－６　溢水への配慮が必要な施設
の耐震設計

2.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基
本方針
2.1　基本方針
2.2　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象
2.3　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針
3.　地震力の設定
4.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要
求される機能及び機能維持の方針
5.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のそ
の他耐震設計に係る事項

【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本
方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象
について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震
設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に
要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求
される機能及び機能維持の方針について説明す
る。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の
その他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の準拠
規格，構造計画，配置計画及び機器・配管系の支
持方針について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第１３条 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第1章　共通項目
7.　再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止
7.1 　化学薬品の漏えいから防護する設備及び設計方針
安全機能を有する施設は，再処理施設内における化学薬品の漏えいの発生
(漏えいに伴い発生する有毒ガスを含む。)によりその安全機能を損なうお
それがある場合において，防護措置その他の適切な措置を講じることによ
り，化学薬品の漏えいに対して安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

1. 概要
2. 化学薬品の漏えいによる損傷の防止に対する
基本方針

【1．概要】
・本資料の説明概要
【2. 化学薬品の漏えいによる損傷の防止に対す
る基本方針】
・技術基準を満足するための化学薬品の漏えい防
護に関する基本方針
・安全機能を有する施設は，再処理施設内におけ
る化学薬品の漏えいの発生(漏えいに伴い発生す
る有毒ガスを含む。)によりその安全機能を損な
うおそれがある場合において，防護措置その他の
適切な措置を講じることにより，化学薬品の漏え
いに対して安全機能を損なわない設計とする。

〇 基本方針 －

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2. 化学薬品の漏えいによる損傷の防止に対する
基本方針

【2. 化学薬品の漏えいによる損傷の防止に対す
る基本方針】
・技術基準を満足するための化学薬品の漏えい防
護に関する基本方針
・安全機能を有する施設は，再処理施設内におけ
る化学薬品の漏えいの発生(漏えいに伴い発生す
る有毒ガスを含む。)によりその安全機能を損な
うおそれがある場合において，防護措置その他の
適切な措置を講じることにより，化学薬品の漏え
いに対して安全機能を損なわない設計とする。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.1 化学薬品防護対象設備の選定

【2.1 化学薬品防護対象設備の選定】
・「化学薬品防護対象設備の選定」に関する基本
方針
・化学薬品の漏えいによってその安全機能が損な
われないことを確認する必要がある施設を全ての
安全機能を有する建物・構築物，系統及び機器と
し，その上で事業指定基準規則及びその解釈並び
に内部溢水ガイドで定められている，化学薬品の
漏えいから防護すべき安全機能を踏まえ，全ての
安全機能を有する建物・構築物，系統及び機器の
中から安全評価上機能を期待するものとして，安
全上重要な機能を有する建物・構築物，系統及び
機器を化学薬品防護対象設備として選定する。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.1 化学薬品防護対象設備の選定

【2.1 化学薬品防護対象設備の選定】
・「化学薬品防護対象設備の選定」に関する基本
方針
・化学薬品の漏えいによってその安全機能が損な
われないことを確認する必要がある施設を全ての
安全機能を有する建物・構築物，系統及び機器と
し，その上で事業指定基準規則及びその解釈並び
に内部溢水ガイドで定められている，化学薬品の
漏えいから防護すべき安全機能を踏まえ，全ての
安全機能を有する建物・構築物，系統及び機器の
中から安全評価上機能を期待するものとして，安
全上重要な機能を有する建物・構築物，系統及び
機器を化学薬品防護対象設備として選定する。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.1 化学薬品防護対象設備の選定

【2.1 化学薬品防護対象設備の選定】
・「化学薬品防護対象設備の選定」に関する基本
方針
・化学薬品防護対象設備以外の安全機能を有する
施設は，化学薬品の漏えいによる損傷を考慮し
て，代替設備により必要な機能を確保すること，
安全上支障のない期間での修理の対応を行うこと
又はそれらを適切に組み合わせることにより，そ
の安全機能を損なわない設計(多重性又は多様性
を有する設備が同時にその安全機能を損なわない
設計)とする。
・また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替
設備により必要な機能を確保すること，安全上支
障のない期間での修理を行うことを保安規定に定
めて，管理する。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.1 化学薬品防護対象設備の選定

【2.1 化学薬品防護対象設備の選定】
・「化学薬品防護対象設備の選定」に関する基本
方針
・化学薬品防護対象設備以外の安全機能を有する
施設は，化学薬品の漏えいによる損傷を考慮し
て，代替設備により必要な機能を確保すること，
安全上支障のない期間での修理の対応を行うこと
又はそれらを適切に組み合わせることにより，そ
の安全機能を損なわない設計(多重性又は多様性
を有する設備が同時にその安全機能を損なわない
設計)とする。

Ⅵ－１－１－７－２　化学薬品防護対象設備の選
定

2.1 化学薬品防護対象設備の選定方針

【2.1 化学薬品防護対象設備の選定方針】
・化学薬品防護対象設備の選定方針
・化学薬品防護対象設備以外の安全機能を有する
施設は，化学薬品の漏えいによる損傷を考慮し
て，代替設備により必要な機能を確保すること，
安全上支障のない期間での修理の対応を行うこと
又はそれらを適切に組み合わせることにより，そ
の安全機能を損なわない設計とする。

Ⅵ－１－１－７－２　化学薬品防護対象設備の選
定

2.1 化学薬品防護対象設備の選定方針

【2.1 化学薬品防護対象設備の選定方針】
・化学薬品防護対象設備の選定方針
・化学薬品防護対象設備以外の安全機能を有する
施設は，化学薬品の漏えいによる損傷を考慮し
て，代替設備により必要な機能を確保すること，
安全上支障のない期間での修理の対応を行うこと
又はそれらを適切に組み合わせることにより，そ
の安全機能を損なわない設計とする。

4

化学薬品の漏えいに伴い発生する有毒ガスに対しては，漏えいした化学薬
品から有毒ガスが発生し，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室並びに緊急時対策建屋に到達するおそれがある場合には，運
転員並びに設計基準事故及び重大事故等の対処に必要な指示を行う要員へ
の影響を防止するため，必要に応じて外気との連絡口の遮断，中央制御室
内及び緊急時対策建屋内の空気の再循環運転，防護具の着用等の措置を講
じることにより，安全機能を有する施設の安全機能を損なわない設計とす
る。
有毒ガスが発生した場合に再処理施設の安全性を確保するために必要な措
置をとるための設計方針については，第2章　個別項目の「4.3　制御室」
及び「7.3　その他の主要な事項」の「7.3.9　緊急時対策所」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2. 化学薬品の漏えいによる損傷の防止に対する
基本方針

【2. 化学薬品の漏えいによる損傷の防止に対す
る基本方針】
・技術基準を満足するための化学薬品の漏えい防
護に関する基本方針
・化学薬品の漏えいに伴い発生する有毒ガスに対
しては，漏えいした化学薬品から有毒ガスが発生
し，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室並びに緊急時対策建屋に到達する
おそれがある場合には，運転員並びに設計基準事
故及び重大事故等の対処に必要な指示を行う要員
への影響を防止するため，必要に応じて外気との
連絡口の遮断又は中央制御室内及び緊急時対策建
屋内の空気の再循環運転を行うこと，防護具を着
用すること並びに化学薬品の漏えいに係る終息活
動により，安全機能を有する施設の安全機能を損
なわない設計とする。
・有毒ガスが発生した場合に再処理施設の安全性
を確保するために必要な措置をとるための具体的
な事項は，「Ⅵ－１－５－２　制御室及び緊急時
対策所の居住性に関する説明書」に示す。

○ 基本方針 －

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2. 化学薬品の漏えいによる損傷の防止に対する
基本方針

【2. 化学薬品の漏えいによる損傷の防止に対す
る基本方針】
・技術基準を満足するための化学薬品の漏えい防
護に関する基本方針
化学薬品の漏えいに伴い発生する有毒ガスに対し
ては，漏えいした化学薬品から有毒ガスが発生
し，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室並びに緊急時対策建屋に到達する
おそれがある場合には，運転員並びに設計基準事
故及び重大事故等の対処に必要な指示を行う要員
への影響を防止するため，必要に応じて外気との
連絡口の遮断又は中央制御室内及び緊急時対策建
屋内の空気の再循環運転を行うこと，防護具を着
用すること並びに化学薬品の漏えいに係る終息活
動により，安全機能を有する施設の安全機能を損
なわない設計とする。
・有毒ガスが発生した場合に再処理施設の安全性
を確保するために必要な措置をとるための具体的
な事項は，「Ⅵ－１－５－２　制御室及び緊急時
対策所の居住性に関する説明書」に示す。

5

化学薬品防護対象設備が化学薬品の漏えいにより安全機能を損なわない設
計であることを確認するために，再処理施設内において発生が想定される
化学薬品の漏えいの影響を評価(以下「化学薬品の漏えい評価」という。)
する。
また，化学薬品の漏えい評価に当たっては，運転時の異常な過渡変化又は
設計基準事故(以下「事故等」という。)に対処するために必要な機器の単
一故障を考慮しても異常事象を収束できる設計とする。

冒頭宣言
定義

基本方針 基本方針

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

1. 概要
2. 化学薬品の漏えいによる損傷の防止に対する
基本方針

【1．概要】
・本資料の説明概要
【2. 化学薬品の漏えいによる損傷の防止に対す
る基本方針】
・技術基準を満足するための化学薬品の漏えい防
護に関する基本方針
・再処理施設内において発生が想定される化学薬
品の漏えいの影響を評価(以下「化学薬品の漏え
い評価」という。)し，化学薬品防護対象設備の
安全性を損なうおそれがある場合は，防護措置そ
の他の適切な措置を講ずることにより，安全機能
を損なわない設計であることを確認する。
・また，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事
故(以下「事故等」という。)の対処に必要な機器
の単一故障を考慮しても異常事象を収束できる設
計とする。

〇 基本方針 －

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2. 化学薬品の漏えいによる損傷の防止に対する
基本方針

【2. 化学薬品の漏えいによる損傷の防止に対す
る基本方針】
・技術基準を満足するための化学薬品の漏えい防
護に関する基本方針
・再処理施設内において発生が想定される化学薬
品の漏えいの影響を評価(以下「化学薬品の漏え
い評価」という。)し，化学薬品防護対象設備の
安全性を損なうおそれがある場合は，防護措置そ
の他の適切な措置を講ずることにより，安全機能
を損なわない設計であることを確認する。
・また，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事
故(以下「事故等」という。)の対処に必要な機器
の単一故障を考慮しても異常事象を収束できる設
計とする。

6

なお，化学薬品の漏えい評価の条件に見直しがある場合は，化学薬品の漏
えい評価への影響確認を行うことを保安規定に定めて，管理する。

運用要求
施設共通　基本設計方針
(化学薬品の漏えい評価条件の変更の都度，化学
薬品の漏えい評価を実施すること)

基本方針

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

1. 概要
2. 化学薬品の漏えいによる損傷の防止に対する
基本方針

【1．概要】
・本資料の説明概要
【2. 化学薬品の漏えいによる損傷の防止に対す
る基本方針】
・技術基準を満足するための化学薬品の漏えい防
護に関する基本方針
・化学薬品の漏えい評価の条件の変更により評価
結果が影響を受けないことを確認するために，見
直しがある場合は，化学薬品の漏えい評価への影
響確認を実施することを保安規定に定めて，管理
する。

〇
施設共通　基本設計方針
(化学薬品の漏えい評価条件の変更の都度，化学
薬品の漏えい評価を実施すること)

－

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2. 化学薬品の漏えいによる損傷の防止に対する
基本方針

【2. 化学薬品の漏えいによる損傷の防止に対す
る基本方針】
・技術基準を満足するための化学薬品の漏えい防
護に関する基本方針
・化学薬品の漏えい評価の条件の変更により評価
結果が影響を受けないことを確認するために，見
直しがある場合は，化学薬品の漏えい評価への影
響確認を実施することを保安規定に定めて，管理
する。

3

化学薬品防護対象設備以外の安全機能を有する施設は，化学薬品の漏えい
による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全
上支障のない期間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わ
せることにより，その安全機能を損なわない設計とする。
また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確
保すること，安全上支障のない期間での修理を行うことを保安規定に定め
て，管理する。

運用要求
施設共通　基本設計方針
(化学薬品防護対象設備以外の設備の安全機能の
確保・維持)

基本方針(対象選定)
施設共通　基本設計方針
(化学薬品防護対象設備以外の設備の安全機能の
確保・維持)

－

2

ここで，安全機能を有する施設のうち，安全評価上機能を期待する安全上
重要な機能を有する建物・構築物，系統及び機器を化学薬品の漏えいから
防護する設備(以下「化学薬品防護対象設備」という。)とし，これらの設
備が，没水，被水及び蒸気の影響評価手法等を参考に，漏えいした化学薬
品の影響を受けて，その安全機能を損なわない設計(多重性又は多様性を
有する設備が同時にその安全機能を損なわない設計)とする。

冒頭宣言
定義

基本方針
基本方針(対象選定)
対象選定

Ⅵ－１－１－７－２　化学薬品防護対象設備の選
定

1. 概要
2. 化学薬品防護対象設備の選定
2.1 化学薬品防護対象設備の選定方針
2.3 評価対象の化学薬品防護対象設備の選定

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 化学薬品防護対象設備の選定】
【2.1 化学薬品防護対象設備の選定方針】
・化学薬品防護対象設備の選定方針
・安全機能を有する施設のうち，安全評価上機能
を期待する安全上重要な機能を有する建物・構築
物，系統及び機器（以下「化学薬品防護対象設
備」という。）を化学薬品の漏えいから防護する
対象とし，これらの設備が，没水，被水及び蒸気
の影響評価手法及び防護措置を参考に，漏えいし
た化学薬品の影響を受けて，その安全機能を損な
わない設計（多重性又は多様性を有する設備が同
時にその安全機能を損なわない設計）とする。

【2.3 評価対象の化学薬品防護対象設備の選定】
・化学薬品の漏えい評価が必要な設備の選定結果
・化学薬品防護対象設備のうち，化学薬品の漏え
いにより安全機能を損なうおそれのある設備を評
価対象として選定する。
・化学薬品の漏えいにより安全機能を損なわない
ことが明らかな設備は，化学薬品の漏えい評価の
対象から除外する。

〇 基本方針 －

Ⅵ－１－１－７－２　化学薬品防護対象設備の選
定

2. 化学薬品防護対象設備の選定
2.1 化学薬品防護対象設備の選定方針
2.3 評価対象の化学薬品防護対象設備の選定

【2. 化学薬品防護対象設備の選定】
【2.1 化学薬品防護対象設備の選定方針】
・化学薬品防護対象設備の選定方針
・安全機能を有する施設のうち，安全評価上機能
を期待する安全上重要な機能を有する建物・構築
物，系統及び機器（以下「化学薬品防護対象設
備」という。）を化学薬品の漏えいから防護する
対象とし，これらの設備が，没水，被水及び蒸気
の影響評価手法及び防護措置を参考に，漏えいし
た化学薬品の影響を受けて，その安全機能を損な
わない設計（多重性又は多様性を有する設備が同
時にその安全機能を損なわない設計）とする。

【2.3 評価対象の化学薬品防護対象設備の選定】
・化学薬品の漏えい評価が必要な設備の選定結果
・化学薬品防護対象設備のうち，化学薬品の漏え
いにより安全機能を損なうおそれのある設備を評
価対象として選定する。
・化学薬品の漏えいにより安全機能を損なわない
ことが明らかな設備は，化学薬品の漏えい評価の
対象から除外する。

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

〇

372



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第１３条 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止）

別紙２

1

第1章　共通項目
7.　再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止
7.1 　化学薬品の漏えいから防護する設備及び設計方針
安全機能を有する施設は，再処理施設内における化学薬品の漏えいの発生
(漏えいに伴い発生する有毒ガスを含む。)によりその安全機能を損なうお
それがある場合において，防護措置その他の適切な措置を講じることによ
り，化学薬品の漏えいに対して安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

4

化学薬品の漏えいに伴い発生する有毒ガスに対しては，漏えいした化学薬
品から有毒ガスが発生し，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室並びに緊急時対策建屋に到達するおそれがある場合には，運
転員並びに設計基準事故及び重大事故等の対処に必要な指示を行う要員へ
の影響を防止するため，必要に応じて外気との連絡口の遮断，中央制御室
内及び緊急時対策建屋内の空気の再循環運転，防護具の着用等の措置を講
じることにより，安全機能を有する施設の安全機能を損なわない設計とす
る。
有毒ガスが発生した場合に再処理施設の安全性を確保するために必要な措
置をとるための設計方針については，第2章　個別項目の「4.3　制御室」
及び「7.3　その他の主要な事項」の「7.3.9　緊急時対策所」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

5

化学薬品防護対象設備が化学薬品の漏えいにより安全機能を損なわない設
計であることを確認するために，再処理施設内において発生が想定される
化学薬品の漏えいの影響を評価(以下「化学薬品の漏えい評価」という。)
する。
また，化学薬品の漏えい評価に当たっては，運転時の異常な過渡変化又は
設計基準事故(以下「事故等」という。)に対処するために必要な機器の単
一故障を考慮しても異常事象を収束できる設計とする。

冒頭宣言
定義

基本方針 基本方針

6

なお，化学薬品の漏えい評価の条件に見直しがある場合は，化学薬品の漏
えい評価への影響確認を行うことを保安規定に定めて，管理する。

運用要求
施設共通　基本設計方針
(化学薬品の漏えい評価条件の変更の都度，化学
薬品の漏えい評価を実施すること)

基本方針

3

化学薬品防護対象設備以外の安全機能を有する施設は，化学薬品の漏えい
による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全
上支障のない期間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わ
せることにより，その安全機能を損なわない設計とする。
また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確
保すること，安全上支障のない期間での修理を行うことを保安規定に定め
て，管理する。

運用要求
施設共通　基本設計方針
(化学薬品防護対象設備以外の設備の安全機能の
確保・維持)

基本方針(対象選定)

2

ここで，安全機能を有する施設のうち，安全評価上機能を期待する安全上
重要な機能を有する建物・構築物，系統及び機器を化学薬品の漏えいから
防護する設備(以下「化学薬品防護対象設備」という。)とし，これらの設
備が，没水，被水及び蒸気の影響評価手法等を参考に，漏えいした化学薬
品の影響を受けて，その安全機能を損なわない設計(多重性又は多様性を
有する設備が同時にその安全機能を損なわない設計)とする。

冒頭宣言
定義

基本方針
基本方針(対象選定)
対象選定

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.1 化学薬品防護対象設備の選定

【2.1 化学薬品防護対象設備の選定】
・「化学薬品防護対象設備の選定」に関する基本
方針

第１回申請と同一

第１回申請と同一

－

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

Ⅵ－１－１－７－２　化学薬品防護対象設備の選
定

2. 化学薬品防護対象設備の選定
2.1 化学薬品防護対象設備の選定方針
2.3 評価対象の化学薬品防護対象設備の選定

【2. 化学薬品防護対象設備の選定】
【2.1 化学薬品防護対象設備の選定方針】
・化学薬品防護対象設備の選定方針

【2.3 評価対象の化学薬品防護対象設備の選定】
・化学薬品の漏えい評価が必要な設備の選定結果

－ －〇 － 基本方針

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第１３条 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.3 設計上考慮すべき化学薬品の設定

【2.3 設計上考慮すべき化学薬品の設定】
・「設計上考慮すべき化学薬品の設定」に関する
基本方針
・化学薬品防護対象設備が化学薬品の漏えいの影
響を受ける場合においても安全機能を損なわない
ことを評価するために，化学薬品防護対象設備の
抽出及び設計上考慮すべき化学薬品を設定する。
・また，有毒ガスの発生の観点では，有毒ガスの
発生要因(揮発，分解，接触，燃焼等)を踏まえ，
急性毒性又は中枢神経への影響を及ぼすおそれの
ある化学薬品(構成部材と反応する場合を含む。)
を抽出する。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.3 設計上考慮すべき化学薬品の設定

【2.3 設計上考慮すべき化学薬品の設定】
・「設計上考慮すべき化学薬品の設定」に関する
基本方針
・化学薬品防護対象設備が化学薬品の漏えいの影
響を受ける場合においても安全機能を損なわない
ことを評価するために，化学薬品防護対象設備の
抽出及び設計上考慮すべき化学薬品を設定する。
・また，有毒ガスの発生の観点では，有毒ガスの
発生要因(揮発，分解，接触，燃焼等)を踏まえ，
急性毒性又は中枢神経への影響を及ぼすおそれの
ある化学薬品(構成部材と反応する場合を含む。)
を抽出する。

Ⅵ－１－１－７－２　化学薬品防護対象設備の選
定

2.2 設計上考慮すべき化学薬品の設定

【2.2 設計上考慮すべき化学薬品の設定】
・「漏えいにより影響を検討する化学薬品及び構
成部材の抽出」，「検討対象とする化学薬品と構
成部材の組合せを踏まえた設計上考慮すべき化学
薬品の設定」の考え方
・化学薬品の漏えいに対する設計方針の検討に当
たって，再処理事業所内における化学薬品を内包
する機器及び配管の設置状況を踏まえて，構成部
材の腐食又は劣化により化学薬品防護対象設備の
安全機能を短時間で損なうおそれのある化学薬品
を設定する。

Ⅵ－１－１－７－２　化学薬品防護対象設備の選
定

2.2 設計上考慮すべき化学薬品の設定

【2.2 設計上考慮すべき化学薬品の設定】
・「漏えいにより影響を検討する化学薬品及び構
成部材の抽出」，「検討対象とする化学薬品と構
成部材の組合せを踏まえた設計上考慮すべき化学
薬品の設定」の考え方
・化学薬品の漏えいに対する設計方針の検討に当
たって，再処理事業所内における化学薬品を内包
する機器及び配管の設置状況を踏まえて，構成部
材の腐食又は劣化により化学薬品防護対象設備の
安全機能を短時間で損なうおそれのある化学薬品
を設定する。

基本方針

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.2 再処理施設における化学薬品取扱いの基本方
針

施設共通　基本設計方針
(化学薬品の漏えいに備えた運転員の安全確保に
係る対応)

基本方針

基本方針
基本方針(条件設定)
評価条件

基本方針

9 冒頭宣言

7.3 　設計上考慮すべき化学薬品の設定のための方針
化学薬品防護対象設備が化学薬品の漏えいの影響を受ける場合においても
安全機能を損なわないことを評価するために，化学薬品防護対象設備の抽
出及び設計上考慮すべき化学薬品を設定する。
また，有毒ガスの発生の観点では，有毒ガスの発生要因(揮発，分解，接
触，燃焼等)を踏まえ，急性毒性又は中枢神経への影響を及ぼすおそれの
ある化学薬品(構成部材と反応する場合を含む。)を抽出する。

7

7.2 　再処理施設における化学薬品取扱いの基本方針
再処理施設において使用する化学薬品のうち，プロセス工程において大量
に取り扱う硝酸，水酸化ナトリウム，リン酸トリブチル，n-ドデカン，硝
酸ヒドラジン，硝酸ヒドロキシルアミン及び炭酸ナトリウムは，試薬建屋
の化学薬品貯蔵供給設備に保有し，必要な量を各施設の化学薬品貯蔵供給
系に移送する設計とする。

【2.2 再処理施設における化学薬品取扱いの基本
方針】
・「再処理施設における化学薬品取扱い」に関す
る基本方針

・再処理施設においては，液体として硝酸，水酸
化ナトリウム，リン酸トリブチル(以下「TBP」と
いう。)，n-ドデカン，硝酸ヒドラジン，硝酸ヒ
ドロキシルアミン(以下「HAN」という。)，硝酸
ガドリニウム，硝酸ナトリウム，炭酸ナトリウ
ム，亜硝酸ナトリウム，硫酸，ヒドラジン，りん
酸ナトリウム及び模擬廃液並びに気体として窒素
酸化物(以下「NOx」という。)ガス，水素ガス，
窒素ガス，酸素ガスの化学薬品を主な試薬として
使用する。これらの化学薬品のうち，再処理にお
けるプロセス工程(以下「再処理プロセス」とい
う。)において大量に取り扱う硝酸，水酸化ナト
リウム，TBP，n-ドデカン，硝酸ヒドラジン，HAN
及び炭酸ナトリウムは，試薬建屋の化学薬品貯蔵
供給設備に保有し，必要な量を各施設の化学薬品
貯蔵供給系に移送する設計とする。
・化学薬品の取扱いの基本として，再処理施設及
び従事者の安全性を確保するために，以下の安全
設計及び対策を行う。
(1)　化学薬品を内包する設備は，化学薬品の性
状に応じた材料を選定し，腐食し難い設計とす
る。
(2)　化学薬品を内包又は化学薬品が通過する機
器の継ぎ手部は，化学薬品の性状に応じて適切な
材料を選定するとともに，化学薬品が継ぎ手部か
ら漏えいした際に従事者に飛散する可能性がある
場合には，飛散防止措置を講じることを保安規定
に定めて，管理する。
(3)　化学薬品の漏えいが生じるおそれのある区
画及び漏えいが伝播するおそれのある経路並びに
それらに設置する機器及び資機材については，耐
薬品性を有する塗装材の塗布及び漏えいした化学
薬品と反応する物質の撤去により，漏えいにより
生じる腐食性ガスの発生，反応生成物の発生及び
発熱の副次的な影響を低減する設計とする。
・また，化学薬品の漏えい及び化学薬品の漏えい
に伴い発生する有毒ガスに備えた運転員，敷地内
の作業員及び事故等の対処に必要な要員の安全確
保に係る対応として，作業リスクに応じた防護具
の着用や漏えい発生時の作業員の対応及び必要な
資機材を配備することを保安規定に定めて，管理
する。
・さらに，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所におけ
る有毒ガスによる影響を防止するための再処理施
設内の化学薬品の安全管理に係る運用上の措置と
して，以下を保安規定に定めて，管理する。
(1)　敷地内で保有する化学薬品の種類，量，濃
度，温度及び使用又は保管場所については，化学
薬品から発生する有毒ガスの影響を考慮し，制限
を設ける。
(2)　敷地内への化学薬品の受入れに当たって
は，敷地内の運搬ルート及び運搬先を含めた運搬
計画を定める。運搬計画の策定・変更に当たって
は，有毒ガスが発生した場合の中央制御室，使用
済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに
緊急時対策所における有毒ガス防護に係る影響評
価結果に影響を及ぼさないことを確認する。特
に，常温付近に沸点を有し，漏えい発生時に有毒
ガスを発生する化学薬品の受入れについては，外
気温を考慮する。
(3)　敷地内への化学薬品の受入れ時は，敷地内
で複数の輸送容器による化学薬品の運搬は同時に
行わない。
(4)　敷地内への化学薬品の受入れ時は，立会人
を設け，漏えい又は異臭等の異常を確認した場合
には通信連絡設備により当該事象の発生を必要な
箇所に通報連絡する。また，敷地外の化学薬品の
漏えいについては，公的機関から情報を入手した
者，当該の運搬に対応している者が，通信連絡設
備により当該事象の発生を必要な箇所に通報連絡
する。

〇 基本方針 －

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.2 再処理施設における化学薬品取扱いの基本方
針

【2.2 再処理施設における化学薬品取扱いの基本
方針】
・「再処理施設における化学薬品取扱い」に関す
る基本方針

・再処理施設においては，液体として硝酸，水酸
化ナトリウム，リン酸トリブチル(以下「TBP」と
いう。)，n-ドデカン，硝酸ヒドラジン，硝酸ヒ
ドロキシルアミン(以下「HAN」という。)，硝酸
ガドリニウム，硝酸ナトリウム，炭酸ナトリウ
ム，亜硝酸ナトリウム，硫酸，ヒドラジン，りん
酸ナトリウム及び模擬廃液並びに気体として窒素
酸化物(以下「NOx」という。)ガス，水素ガス，
窒素ガス，酸素ガスの化学薬品を主な試薬として
使用する。これらの化学薬品のうち，再処理にお
けるプロセス工程(以下「再処理プロセス」とい
う。)において大量に取り扱う硝酸，水酸化ナト
リウム，TBP，n-ドデカン，硝酸ヒドラジン，HAN
及び炭酸ナトリウムは，試薬建屋の化学薬品貯蔵
供給設備に保有し，必要な量を各施設の化学薬品
貯蔵供給系に移送する設計とする。

〇
施設共通　基本設計方針
(化学薬品の漏えいに備えた運転員の安全確保に
係る対応)

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.2 再処理施設における化学薬品取扱いの基本方
針

冒頭宣言

8

化学薬品の取扱いの基本方針として，化学薬品を内包する設備及び化学薬
品を内包又は化学薬品が通過する継ぎ手部に対する適切な材料選定，当該
継ぎ手部への飛散防止措置並びに漏えいが生じるおそれのある区画，伝播
経路及びそれらに設置する機器に対する腐食性ガスの発生等の副次的な影
響を低減する設計により，再処理施設及び従事者の安全性を確保する。
また，化学薬品の漏えい及び化学薬品の漏えいに伴い発生する有毒ガスに
備えた運転員，敷地内の作業員等の安全確保に係る対応として，作業リス
クに応じた防護具の着用や漏えい発生時の作業員の対応及び必要な資機材
を配備することを保安規定に定めて，管理する。
さらに，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並び
に緊急時対策所における有毒ガスによる影響を防止するための再処理施設
内の化学薬品の安全管理に係る対応として，以下を保安規定に定めて，管
理する。
・化学薬品から発生する有毒ガスの影響を考慮し，敷地内で保有する化学
薬品の種類，量，濃度等に制限を設けること
・敷地内への化学薬品の受入れに当たっては，敷地内の運搬ルート及び運
搬先を含めた運搬計画を定めること
・敷地内への化学薬品の受入れ時は，敷地内で複数の輸送容器による運搬
を同時に行わないこと
・敷地内への化学薬品の受入れ時に立会人を設け，漏えい又は異臭等の異
常を確認した場合には通信連絡設備により当該事象の発生を必要な箇所に
通報連絡すること及び敷地外の化学薬品の漏えいに対し，公的機関から情
報を入手した者等が通信連絡設備により当該事象の発生を必要な箇所に通
報連絡すること

冒頭宣言
運用要求

－

【2.2 再処理施設における化学薬品取扱いの基本
方針】
・「再処理施設における化学薬品取扱い」に関す
る基本方針

・化学薬品の取扱いの基本として，再処理施設及
び従事者の安全性を確保するために，以下の安全
設計及び対策を行う。
(1)　化学薬品を内包する設備は，化学薬品の性
状に応じた材料を選定し，腐食し難い設計とす
る。
(2)　化学薬品を内包又は化学薬品が通過する機
器の継ぎ手部は，化学薬品の性状に応じて適切な
材料を選定するとともに，化学薬品が継ぎ手部か
ら漏えいした際に従事者に飛散する可能性がある
場合には，飛散防止措置を講じることを保安規定
に定めて，管理する。
(3)　化学薬品の漏えいが生じるおそれのある区
画及び漏えいが伝播するおそれのある経路並びに
それらに設置する機器及び資機材については，耐
薬品性を有する塗装材の塗布及び漏えいした化学
薬品と反応する物質の撤去により，漏えいにより
生じる腐食性ガスの発生，反応生成物の発生及び
発熱の副次的な影響を低減する設計とする。
・また，化学薬品の漏えい及び化学薬品の漏えい
に伴い発生する有毒ガスに備えた運転員，敷地内
の作業員及び事故等の対処に必要な要員の安全確
保に係る対応として，作業リスクに応じた防護具
の着用や漏えい発生時の作業員の対応及び必要な
資機材を配備することを保安規定に定めて，管理
する。
・さらに，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所におけ
る有毒ガスによる影響を防止するための再処理施
設内の化学薬品の安全管理に係る運用上の措置と
して，以下を保安規定に定めて，管理する。
(1)　敷地内で保有する化学薬品の種類，量，濃
度，温度及び使用又は保管場所については，化学
薬品から発生する有毒ガスの影響を考慮し，制限
を設ける。
(2)　敷地内への化学薬品の受入れに当たって
は，敷地内の運搬ルート及び運搬先を含めた運搬
計画を定める。運搬計画の策定・変更に当たって
は，有毒ガスが発生した場合の中央制御室，使用
済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに
緊急時対策所における有毒ガス防護に係る影響評
価結果に影響を及ぼさないことを確認する。特
に，常温付近に沸点を有し，漏えい発生時に有毒
ガスを発生する化学薬品の受入れについては，外
気温を考慮する。
(3)　敷地内への化学薬品の受入れ時は，敷地内
で複数の輸送容器による化学薬品の運搬は同時に
行わない。
(4)　敷地内への化学薬品の受入れ時は，立会人
を設け，漏えい又は異臭等の異常を確認した場合
には通信連絡設備により当該事象の発生を必要な
箇所に通報連絡する。また，敷地外の化学薬品の
漏えいについては，公的機関から情報を入手した
者，当該の運搬に対応している者が，通信連絡設
備により当該事象の発生を必要な箇所に通報連絡
する。

○ 基本方針 －
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

基本方針

施設共通　基本設計方針
(化学薬品の漏えいに備えた運転員の安全確保に
係る対応)

基本方針

基本方針
基本方針(条件設定)
評価条件

基本方針

9 冒頭宣言

7.3 　設計上考慮すべき化学薬品の設定のための方針
化学薬品防護対象設備が化学薬品の漏えいの影響を受ける場合においても
安全機能を損なわないことを評価するために，化学薬品防護対象設備の抽
出及び設計上考慮すべき化学薬品を設定する。
また，有毒ガスの発生の観点では，有毒ガスの発生要因(揮発，分解，接
触，燃焼等)を踏まえ，急性毒性又は中枢神経への影響を及ぼすおそれの
ある化学薬品(構成部材と反応する場合を含む。)を抽出する。

7

7.2 　再処理施設における化学薬品取扱いの基本方針
再処理施設において使用する化学薬品のうち，プロセス工程において大量
に取り扱う硝酸，水酸化ナトリウム，リン酸トリブチル，n-ドデカン，硝
酸ヒドラジン，硝酸ヒドロキシルアミン及び炭酸ナトリウムは，試薬建屋
の化学薬品貯蔵供給設備に保有し，必要な量を各施設の化学薬品貯蔵供給
系に移送する設計とする。

冒頭宣言

8

化学薬品の取扱いの基本方針として，化学薬品を内包する設備及び化学薬
品を内包又は化学薬品が通過する継ぎ手部に対する適切な材料選定，当該
継ぎ手部への飛散防止措置並びに漏えいが生じるおそれのある区画，伝播
経路及びそれらに設置する機器に対する腐食性ガスの発生等の副次的な影
響を低減する設計により，再処理施設及び従事者の安全性を確保する。
また，化学薬品の漏えい及び化学薬品の漏えいに伴い発生する有毒ガスに
備えた運転員，敷地内の作業員等の安全確保に係る対応として，作業リス
クに応じた防護具の着用や漏えい発生時の作業員の対応及び必要な資機材
を配備することを保安規定に定めて，管理する。
さらに，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並び
に緊急時対策所における有毒ガスによる影響を防止するための再処理施設
内の化学薬品の安全管理に係る対応として，以下を保安規定に定めて，管
理する。
・化学薬品から発生する有毒ガスの影響を考慮し，敷地内で保有する化学
薬品の種類，量，濃度等に制限を設けること
・敷地内への化学薬品の受入れに当たっては，敷地内の運搬ルート及び運
搬先を含めた運搬計画を定めること
・敷地内への化学薬品の受入れ時は，敷地内で複数の輸送容器による運搬
を同時に行わないこと
・敷地内への化学薬品の受入れ時に立会人を設け，漏えい又は異臭等の異
常を確認した場合には通信連絡設備により当該事象の発生を必要な箇所に
通報連絡すること及び敷地外の化学薬品の漏えいに対し，公的機関から情
報を入手した者等が通信連絡設備により当該事象の発生を必要な箇所に通
報連絡すること

冒頭宣言
運用要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.3 設計上考慮すべき化学薬品の設定

【2.3 設計上考慮すべき化学薬品の設定】
・「設計上考慮すべき化学薬品の設定」に関する
基本方針

Ⅵ－１－１－７－２　化学薬品防護対象設備の選
定

2.2 設計上考慮すべき化学薬品の設定

【2.2 設計上考慮すべき化学薬品の設定】
・「漏えいにより影響を検討する化学薬品及び構
成部材の抽出」，「検討対象とする化学薬品と構
成部材の組合せを踏まえた設計上考慮すべき化学
薬品の設定」の考え方

－

第１回申請と同一

第１回申請と同一

〇 － 基本方針 － －
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説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.3 設計上考慮すべき化学薬品の設定

【2.3 設計上考慮すべき化学薬品の設定】
・「設計上考慮すべき化学薬品の設定」に関する
基本方針
・再処理事業所内で用いられる化学薬品及び化学
薬品防護対象設備の構成部材から，化学薬品防護
対象設備の安全機能に影響を及ぼす化学薬品と構
成部材の組合せを決定するため，文献調査及び耐
薬品性試験の実施により，漏えいによる損傷の防
止の検対象とする化学薬品及び構成部材を抽出す
る。

Ⅵ－１－１－７－２　化学薬品防護対象設備の選
定

2.2 設計上考慮すべき化学薬品の設定

【2.2 設計上考慮すべき化学薬品の設定】
・「漏えいにより影響を検討する化学薬品及び構
成部材の抽出」，「検討対象とする化学薬品と構
成部材の組合せを踏まえた設計上考慮すべき化学
薬品の設定」の考え方
・再処理事業所内で用いられる化学薬品及び化学
薬品防護対象設備の構成部材から，化学薬品防護
対象設備の安全機能に影響を及ぼす化学薬品と構
成部材の組合せを決定するため，文献調査及び耐
薬品性試験の実施により，漏えいによる損傷の防
止の検討対象とする化学薬品及び構成部材を抽出
する。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.3 設計上考慮すべき化学薬品の設定

【2.3 設計上考慮すべき化学薬品の設定】
・「設計上考慮すべき化学薬品の設定」に関する
基本方針
・検討対象とする化学薬品と構成部材の組合せご
との腐食試験(浸漬及び曝露試験を含む。)又は文
献調査の結果から，化学薬品防護対象設備の安全
機能に短時間で影響を及ぼすおそれのある
0.2mol/L以上の硝酸を含む溶液，水酸化ナトリウ
ム，TBP及びn-ドデカン並びにNOxガスを設計上考
慮すべき化学薬品として設定する。
・なお，ここでいう短時間とは，事故等の対処期
間として見込んでおり，漏えいした化学薬品の回
収及び現場環境の復帰に係る作業の実施期間とし
て見込むことのできる７日間とする。

Ⅵ－１－１－７－２　化学薬品防護対象設備の選
定

2.2 設計上考慮すべき化学薬品の設定

【2.2 設計上考慮すべき化学薬品の設定】
・「漏えいにより影響を検討する化学薬品及び構
成部材の抽出」，「検討対象とする化学薬品と構
成部材の組合せを踏まえた設計上考慮すべき化学
薬品の設定」の考え方
・検討対象とする化学薬品と構成部材の組合せご
との腐食試験(浸漬及び曝露試験を含む。)又は文
献調査の結果から，化学薬品防護対象設備の安全
機能に短時間で影響を及ぼすおそれのある
0.2mol/L以上の硝酸を含む溶液，水酸化ナトリウ
ム，TBP及びn-ドデカン並びにNOxガスを設計上考
慮すべき化学薬品として設定する。
・なお，ここでいう短時間とは，事故等の対処期
間として見込んでおり，漏えいした化学薬品の回
収及び現場環境の復帰に係る作業の実施期間とし
て見込むことのできる７日間とする。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4　化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針
・化学薬品の漏えい源及び漏えい量は，想定破損
による化学薬品の漏えい，消火剤の放出による化
学薬品の漏えい，地震起因による化学薬品の漏え
い及びその他の化学薬品の漏えいを踏まえ設定す
る。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4　化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針
・化学薬品の漏えい源及び漏えい量は，想定破損
による化学薬品の漏えい，消火剤の放出による化
学薬品の漏えい，地震起因による化学薬品の漏え
い及びその他の化学薬品の漏えいを踏まえ設定す
る。

Ⅵ－１－１－７－３
化学薬品の漏えい評価条件の設定

1. 概要
2. 化学薬品の漏えい源及び漏えい量の設定

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2．化学薬品の漏えい源及び漏えい量の設定】
・想定する化学薬品の漏えい事象
・化学薬品の漏えい源及び漏えい量の設定におい
ては，内部溢水ガイドを参考に，発生要因別に分
類した以下の化学薬品の漏えいを想定して設定す
る。
(1)想定破損による化学薬品の漏えい
(2)消火剤の放出による化学薬品の漏えい
(3)地震起因による化学薬品の漏えい
(4)その他の化学薬品の漏えい
・化学薬品の漏えい源となり得る機器は，設計上
考慮すべき化学薬品を内包する配管及び容器
(塔，槽類を含む。)とし，設計図書(施工図面等)
及び必要に応じ現場確認により抽出を行ったう
え，耐震評価及び応力評価を踏まえ選定する。な
お，液体状の化学薬品については，「Ⅵ－１－１
－６－３　溢水評価条件の設定」の「2.　溢水源
及び溢水量の設定」で溢水源として想定する。

基本方針
基本方針(条件設定)
評価条件

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.3 設計上考慮すべき化学薬品の設定

基本方針 基本方針(条件設定)12

7.4 　考慮すべき化学薬品の漏えい事象
化学薬品の漏えい評価では，化学薬品の漏えい源として発生要因別に分類
した以下の化学薬品の漏えいを想定する。
(1) 化学薬品の漏えいの影響を評価するために想定する機器の破損等によ
り生じる化学薬品の漏えい(以下「想定破損による化学薬品の漏えい」と
いう。)
(2) 再処理施設内で生じる異常状態の拡大防止のために設置される系統か
らの消火剤の放出による化学薬品の漏えい(以下「消火剤の放出による化
学薬品の漏えい」という。)
(3) 地震に起因する機器の破損等により生じる化学薬品の漏えい(以下
「地震起因による化学薬品の漏えい」という。)
(4) その他の要因(地震以外の自然現象，誤操作等)により生じる化学薬品
の漏えい(以下「その他の化学薬品の漏えい」という。)
化学薬品の漏えい源となり得る機器は，化学薬品を内包する配管及び容器
(塔，槽類を含む。)とし，設計図書(施工図面等)及び必要に応じ現場確認
等により抽出を行ったうえ，耐震評価及び応力評価を踏まえ選定する。な
お，液体状の化学薬品については，「6.2 考慮すべき溢水事象」で溢水源
として想定する。

冒頭宣言
定義

10

7.3.1 　漏えいによる影響を検討する化学薬品及び構成部材の抽出
再処理事業所内で用いられる化学薬品及び化学薬品防護対象設備の構成部
材から，化学薬品防護対象設備の安全機能に影響を及ぼす化学薬品と構成
部材の組合せを決定するため，文献調査等により，漏えいによる損傷の防
止の検討対象とする化学薬品及び構成部材を抽出する。

冒頭宣言

11

7.3.2 　検討対象とする化学薬品と構成部材の組合せを踏まえた設計上考
慮すべき化学薬品の設定
検討対象とする化学薬品と構成部材の組合せごとの腐食試験(浸漬及び曝
露試験を含む。)又は文献調査の結果から，化学薬品防護対象設備の安全
機能に短時間で影響を及ぼすおそれのある化学薬品を設計上考慮すべき化
学薬品として設定する。
なお，ここでいう短時間とは，事故等の対処期間として見込んでおり，漏
えいした化学薬品の回収等の実施期間として見込むことのできる7日間と
する。

評価要求

〇 基本方針 －

〇 基本方針 －

〇
施設共通　基本設計方針
(設計上考慮すべき化学薬品の設定)

－

【2.3 設計上考慮すべき化学薬品の設定】
・「設計上考慮すべき化学薬品の設定」に関する
基本方針
・再処理事業所内で用いられる化学薬品及び化学
薬品防護対象設備の構成部材から，化学薬品防護
対象設備の安全機能に影響を及ぼす化学薬品と構
成部材の組合せを決定するため，文献調査及び耐
薬品性試験の実施により，漏えいによる損傷の防
止の検対象とする化学薬品及び構成部材を抽出す
る。
・検討対象とする化学薬品と構成部材の組合せご
との腐食試験(浸漬及び曝露試験を含む。)又は文
献調査の結果から，化学薬品防護対象設備の安全
機能に短時間で影響を及ぼすおそれのある
0.2mol/L以上の硝酸を含む溶液，水酸化ナトリウ
ム，TBP及びn-ドデカン並びにNOxガスを設計上考
慮すべき化学薬品として設定する。
・なお，ここでいう短時間とは，事故等の対処期
間として見込んでおり，漏えいした化学薬品の回
収及び現場環境の復帰に係る作業の実施期間とし
て見込むことのできる７日間とする。

施設共通　基本設計方針
(設計上考慮すべき化学薬品の設定)

基本方針(条件設定)
評価条件

Ⅵ－１－１－７－２　化学薬品防護対象設備の選
定

2.2 設計上考慮すべき化学薬品の設定

【2.2 設計上考慮すべき化学薬品の設定】
・「漏えいにより影響を検討する化学薬品及び構
成部材の抽出」，「検討対象とする化学薬品と構
成部材の組合せを踏まえた設計上考慮すべき化学
薬品の設定」の考え方
・再処理事業所内で用いられる化学薬品及び化学
薬品防護対象設備の構成部材から，化学薬品防護
対象設備の安全機能に影響を及ぼす化学薬品と構
成部材の組合せを決定するため，文献調査及び耐
薬品性試験の実施により，漏えいによる損傷の防
止の検討対象とする化学薬品及び構成部材を抽出
する。
・検討対象とする化学薬品と構成部材の組合せご
との腐食試験(浸漬及び曝露試験を含む。)又は文
献調査の結果から，化学薬品防護対象設備の安全
機能に短時間で影響を及ぼすおそれのある
0.2mol/L以上の硝酸を含む溶液，水酸化ナトリウ
ム，TBP及びn-ドデカン並びにNOxガスを設計上考
慮すべき化学薬品として設定する。
・なお，ここでいう短時間とは，事故等の対処期
間として見込んでおり，漏えいした化学薬品の回
収及び現場環境の復帰に係る作業の実施期間とし
て見込むことのできる７日間とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第１３条 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

基本方針
基本方針(条件設定)
評価条件

基本方針 基本方針(条件設定)12

7.4 　考慮すべき化学薬品の漏えい事象
化学薬品の漏えい評価では，化学薬品の漏えい源として発生要因別に分類
した以下の化学薬品の漏えいを想定する。
(1) 化学薬品の漏えいの影響を評価するために想定する機器の破損等によ
り生じる化学薬品の漏えい(以下「想定破損による化学薬品の漏えい」と
いう。)
(2) 再処理施設内で生じる異常状態の拡大防止のために設置される系統か
らの消火剤の放出による化学薬品の漏えい(以下「消火剤の放出による化
学薬品の漏えい」という。)
(3) 地震に起因する機器の破損等により生じる化学薬品の漏えい(以下
「地震起因による化学薬品の漏えい」という。)
(4) その他の要因(地震以外の自然現象，誤操作等)により生じる化学薬品
の漏えい(以下「その他の化学薬品の漏えい」という。)
化学薬品の漏えい源となり得る機器は，化学薬品を内包する配管及び容器
(塔，槽類を含む。)とし，設計図書(施工図面等)及び必要に応じ現場確認
等により抽出を行ったうえ，耐震評価及び応力評価を踏まえ選定する。な
お，液体状の化学薬品については，「6.2 考慮すべき溢水事象」で溢水源
として想定する。

冒頭宣言
定義

10

7.3.1 　漏えいによる影響を検討する化学薬品及び構成部材の抽出
再処理事業所内で用いられる化学薬品及び化学薬品防護対象設備の構成部
材から，化学薬品防護対象設備の安全機能に影響を及ぼす化学薬品と構成
部材の組合せを決定するため，文献調査等により，漏えいによる損傷の防
止の検討対象とする化学薬品及び構成部材を抽出する。

冒頭宣言

11

7.3.2 　検討対象とする化学薬品と構成部材の組合せを踏まえた設計上考
慮すべき化学薬品の設定
検討対象とする化学薬品と構成部材の組合せごとの腐食試験(浸漬及び曝
露試験を含む。)又は文献調査の結果から，化学薬品防護対象設備の安全
機能に短時間で影響を及ぼすおそれのある化学薬品を設計上考慮すべき化
学薬品として設定する。
なお，ここでいう短時間とは，事故等の対処期間として見込んでおり，漏
えいした化学薬品の回収等の実施期間として見込むことのできる7日間と
する。

評価要求
施設共通　基本設計方針
(設計上考慮すべき化学薬品の設定)

基本方針(条件設定)
評価条件

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.3 設計上考慮すべき化学薬品の設定

【2.3 設計上考慮すべき化学薬品の設定】
・「設計上考慮すべき化学薬品の設定」に関する
基本方針

Ⅵ－１－１－７－２　化学薬品防護対象設備の選
定

2.2 設計上考慮すべき化学薬品の設定

【2.2 設計上考慮すべき化学薬品の設定】
・「漏えいにより影響を検討する化学薬品及び構
成部材の抽出」，「検討対象とする化学薬品と構
成部材の組合せを踏まえた設計上考慮すべき化学
薬品の設定」の考え方

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.3 設計上考慮すべき化学薬品の設定

【2.3 設計上考慮すべき化学薬品の設定】
・「設計上考慮すべき化学薬品の設定」に関する
基本方針

Ⅵ－１－１－７－２　化学薬品防護対象設備の選
定

2.2 設計上考慮すべき化学薬品の設定

【2.2 設計上考慮すべき化学薬品の設定】
・「漏えいにより影響を検討する化学薬品及び構
成部材の抽出」，「検討対象とする化学薬品と構
成部材の組合せを踏まえた設計上考慮すべき化学
薬品の設定」の考え方

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4　化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4　化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針

Ⅵ－１－１－７－３
化学薬品の漏えい評価条件の設定

2．　化学薬品の漏えい源及び漏えい量の設定

【2．化学薬品の漏えい源及び漏えい量の設定】
・想定する化学薬品の漏えい事象
・化学薬品の漏えい源及び漏えい量の設定におい
ては，内部溢水ガイドを参考に，発生要因別に分
類した以下の化学薬品の漏えいを想定して設定す
る。
(1)想定破損による化学薬品の漏えい
(2)消火剤の放出による化学薬品の漏えい
(3)地震起因による化学薬品の漏えい
(4)その他の化学薬品の漏えい
・化学薬品の漏えい源となり得る機器は，設計上
考慮すべき化学薬品を内包する配管及び容器
(塔，槽類を含む。)とし，設計図書(施工図面等)
及び必要に応じ現場確認により抽出を行ったう
え，耐震評価及び応力評価を踏まえ選定する。な
お，液体状の化学薬品については，「Ⅵ－１－１
－６－３　溢水評価条件の設定」の「2.　溢水源
及び溢水量の設定」で溢水源として想定する。

－

－

－

－ －

－ －

－ －

〇
施設共通　基本設計方針
(設計上考慮すべき化学薬品の設定)

施設共通　基本設計方針
(設計上考慮すべき化学薬品の設定)

〇 － 基本方針

〇 － 基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第１３条 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4　化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針
・想定破損による化学薬品の漏えいは，内部溢水
ガイドを参考に，特定の事象に起因しない機器の
破損を想定した事象 であることを踏まえ，他の
系統及び機器は健全なものと仮定して1系統にお
ける単一の機器の破損を想定し，化学薬品の漏え
い源となり得る機器は設計上考慮すべき化学薬品
を内包する配管とし，配管の破損箇所を化学薬品
の漏えい源として設定する。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針
・また，破損を想定する配管は，内包する流体の
エネルギに応じて，高エネルギ配管又は低エネル
ギ配管に分類する。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針
・配管の破損形状の想定に当たっては，高エネル
ギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配
管は，原則「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の
1/2の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラッ
ク」という。)」を想定する。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針
・ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応
力評価を実施する場合は，発生応力と許容応力の
比による応力評価の結果に基づく破損形状を想定
する。

基本方針 基本方針(条件設定)

〇 基本方針 －

〇 基本方針 －

【2.4　化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針
・想定破損による化学薬品の漏えいは，内部溢水
ガイドを参考に，特定の事象に起因しない機器の
破損を想定した事象 であることを踏まえ，他の
系統及び機器は健全なものと仮定して1系統にお
ける単一の機器の破損を想定し，化学薬品の漏え
い源となり得る機器は設計上考慮すべき化学薬品
を内包する配管とし，配管の破損箇所を化学薬品
の漏えい源として設定する。
・また，破損を想定する配管は，内包する流体の
エネルギに応じて，高エネルギ配管又は低エネル
ギ配管に分類する。
・配管の破損形状の想定に当たっては，高エネル
ギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配
管は，原則「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の
1/2の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラッ
ク」という。)」を想定する。
・ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応
力評価を実施する場合は，発生応力と許容応力の
比による応力評価の結果に基づく破損形状を想定
する。

基本方針 基本方針(条件設定)

Ⅵ－１－１－７－３
化学薬品の漏えい評価条件の設定

2.1 想定破損による化学薬品の漏えい

【2.1 想定破損による化学薬品の漏えい】
・破損を想定する機器の考え方
・高エネルギ配管及び低エネルギ配管の破損にお
いて，想定する破損形状と化学薬品の漏えい量の
考え方
・想定する破損形状と化学薬品の漏えい量
・化学薬品の漏えい源となり得る機器及び想定す
る化学薬品の漏えい量
・想定破損による化学薬品の漏えいは，1系統に
おける単一の機器の破損を想定し，化学薬品の漏
えい源となり得る機器は考慮すべき化学薬品を内
包する配管とし，配管の破損箇所を化学薬品の漏
えい源として設定する。
・破損を想定する配管は，内包する流体のエネル
ギに応じて，高エネルギ配管又は低エネルギ配管
に分類する。
・配管の破損形状の想定に当たっては，高エネル
ギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配
管は，原則「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の
1/2の幅を有する貫通クラック（以下「貫通ク
ラック」という。）」を想定した化学薬品の漏え
い量とする。
・ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応
力評価を実施する場合は，発生応力と許容応力の
比による応力評価の結果に基づく破損形状を想定
する。

基本方針 基本方針(条件設定)

基本方針
施設共通　基本設計方針
(化学薬品の漏えい源の設定(想定破損))

基本方針(条件設定)
評価条件

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定

15

配管の破損形状の想定に当たっては，高エネルギ配管は，原則「完全全周
破断」，低エネルギ配管は，原則「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2
の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラック」という。)」を想定す
る。

定義

16

ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応力評価を実施する場合は，
発生応力と許容応力の比による応力評価の結果に基づく破損形状を想定す
る。

定義

13

7.5 　化学薬品の漏えい源及び化学薬品の漏えい量の設定
7.5.1 　想定破損による化学薬品の漏えい
想定破損による化学薬品の漏えいは，1系統における単一の機器の破損を
想定し，化学薬品の漏えい源となり得る機器は設計上考慮すべき化学薬品
を内包する配管とし，配管の破損箇所を化学薬品の漏えい源として設定す
る。

冒頭宣言
評価要求

14

また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギに応じて，高エネ
ルギ配管又は低エネルギ配管に分類する。

定義

〇
基本方針
施設共通　基本設計方針
(化学薬品の漏えい源の設定(想定破損))

－

〇 基本方針 －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

基本方針 基本方針(条件設定)

基本方針 基本方針(条件設定)

基本方針 基本方針(条件設定)

基本方針
施設共通　基本設計方針
(化学薬品の漏えい源の設定(想定破損))

基本方針(条件設定)
評価条件

15

配管の破損形状の想定に当たっては，高エネルギ配管は，原則「完全全周
破断」，低エネルギ配管は，原則「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2
の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラック」という。)」を想定す
る。

定義

16

ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応力評価を実施する場合は，
発生応力と許容応力の比による応力評価の結果に基づく破損形状を想定す
る。

定義

13

7.5 　化学薬品の漏えい源及び化学薬品の漏えい量の設定
7.5.1 　想定破損による化学薬品の漏えい
想定破損による化学薬品の漏えいは，1系統における単一の機器の破損を
想定し，化学薬品の漏えい源となり得る機器は設計上考慮すべき化学薬品
を内包する配管とし，配管の破損箇所を化学薬品の漏えい源として設定す
る。

冒頭宣言
評価要求

14

また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギに応じて，高エネ
ルギ配管又は低エネルギ配管に分類する。

定義

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4　化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針

Ⅵ－１－１－７－３
化学薬品の漏えい評価条件の設定

2.1　想定破損による化学薬品の漏えい

【2.1　想定破損による化学薬品の漏えい】
・破損を想定する機器の考え方
・高エネルギ配管及び低エネルギ配管の破損にお
いて，想定する破損形状と化学薬品の漏えい量の
考え方
・想定する破損形状と化学薬品の漏えい量
・化学薬品の漏えい源となり得る機器及び想定す
る化学薬品の漏えい量
・想定破損による化学薬品の漏えいは，1系統に
おける単一の機器の破損を想定し，化学薬品の漏
えい源となり得る機器は考慮すべき化学薬品を内
包する配管とし，配管の破損箇所を化学薬品の漏
えい源として設定する。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針

Ⅵ－１－１－７－３
化学薬品の漏えい評価条件の設定

2.1　想定破損による化学薬品の漏えい

【2.1　想定破損による化学薬品の漏えい】
・破損を想定する機器の考え方
・高エネルギ配管及び低エネルギ配管の破損にお
いて，想定する破損形状と化学薬品の漏えい量の
考え方
・想定する破損形状と化学薬品の漏えい量
・破損を想定する配管は，内包する流体のエネル
ギに応じて，高エネルギ配管又は低エネルギ配管
に分類する。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針

Ⅵ－１－１－７－３
化学薬品の漏えい評価条件の設定

2.1　想定破損による化学薬品の漏えい

【2.1　想定破損による化学薬品の漏えい】
・破損を想定する機器の考え方
・高エネルギ配管及び低エネルギ配管の破損にお
いて，想定する破損形状と化学薬品の漏えい量の
考え方
・想定する破損形状と化学薬品の漏えい量
・配管の破損形状の想定に当たっては，高エネル
ギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配
管は，原則「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の
1/2の幅を有する貫通クラック（以下「貫通ク
ラック」という。）」を想定した化学薬品の漏え
い量とする。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針

Ⅵ－１－１－７－３
化学薬品の漏えい評価条件の設定

2.1　想定破損による化学薬品の漏えい

【2.1　想定破損による化学薬品の漏えい】
・高エネルギ配管及び低エネルギ配管の破損にお
いて，想定する破損形状と化学薬品の漏えい量の
考え方
・想定する破損形状と化学薬品の漏えい量
・化学薬品の漏えい源となり得る機器及び想定す
る化学薬品の漏えい量
・ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応
力評価を実施する場合は，発生応力と許容応力の
比による応力評価の結果に基づく破損形状を想定
する。

基本方針 － － ー

〇 基本方針 基本方針 － － ー

〇 基本方針

－ ー

〇 基本方針 基本方針 － － ー

〇
基本方針
施設共通　基本設計方針
(化学薬品の漏えい源の設定(想定破損))

基本方針
施設共通　基本設計方針
(化学薬品の漏えい源の設定(想定破損))

－
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説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針
・高エネルギ配管については，ターミナルエンド
部を除き，発生応力が許容応力の0.8倍を超える
場合は「完全全周破断」，0.4倍を超え0.8倍以下
であれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下
であれば破損は想定しない。
・また，低エネルギ配管については，発生応力が
許容応力の0.4倍を超える場合は「貫通クラッ
ク」を想定し，0.4倍以下であれば破損は想定し
ない。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針
・応力評価の結果により破損形状の想定を行う場
合は，評価結果に影響するような減肉がないこと
を確認するために継続的な肉厚管理を実施するこ
とを保安規定に定めて，管理する。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4　化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針
・化学薬品の漏えい源として設定する配管の破損
箇所は化学薬品防護対象設備への化学薬品の漏え
いの影響が も大きくなる位置とし，化学薬品の
漏えい量は，異常の検知，事象の判断及び漏えい
箇所の特定並びに現場又は中央制御，使用済燃料
の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室からの隔離
(運転員の状況確認及び隔離操作を含む。)により
漏えい停止するまでの時間を適切に考慮し，想定
する破損箇所からの流出量と隔離後の漏えい量と
して隔離範囲内の系統の保有量を合算して設定す
る。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4　化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針
・なお，手動による漏えいの停止のために現場，
中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室を確認し操作することを保安規定
に定めて，管理する。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4　化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針
・消火設備については，設備の破損，誤作動又は
誤操作により消火剤が放出されても，化学薬品防
護対象設備に影響を与えない設計とすることを
「Ⅲ 火災及び爆発の防止に関する説明書」に示
していることから，消火剤の放出による化学薬品
の漏えいは，化学薬品の漏えい源として設定しな
い。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4　化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針
・消火設備については，設備の破損，誤作動又は
誤操作により消火剤が放出されても，化学薬品防
護対象設備に影響を与えない設計とすることを
「Ⅲ 火災及び爆発の防止に関する説明書」に示
していることから，消火剤の放出による化学薬品
の漏えいは，化学薬品の漏えい源として設定しな
い。

Ⅵ－１－１－７－３　化学薬品の漏えい評価条件
の設定

2.2 消火剤の放出による化学薬品の漏えい

【2.2 消火剤の放出による化学薬品の漏えい】
・化学薬品の漏えい源として想定する消火剤
・消火設備については，設備の破損，誤作動又は
誤操作により消火剤が放出されても，化学薬品防
護対象設備に影響を与えない設計とすることを
「Ⅲ 火災及び爆発の防止に関する説明書」に示
していることから，消火剤の放出による化学薬品
の漏えいは，化学薬品の漏えい源として設定しな
い。

Ⅵ－１－１－７－３　化学薬品の漏えい評価条件
の設定

2.1 想定破損による化学薬品の漏えい

【2.1 想定破損による化学薬品の漏えい】
・破損を想定する機器の考え方
・高エネルギ配管及び低エネルギ配管の破損にお
いて，想定する破損形状と化学薬品の漏えい量の
考え方
・想定する破損形状と化学薬品の漏えい量
・化学薬品の漏えい源となり得る機器及び想定す
る化学薬品の漏えい量
・高エネルギ配管については，ターミナルエンド
部を除き応力評価の結果により，発生応力が許容
応力の0.8倍を超える場合は「完全全周破断」に
よる化学薬品の漏えいを想定した評価，0.4倍を
超え0.8倍以下であれば「貫通クラック」による
化学薬品の漏えいを想定した評価とし，0.4倍以
下であれば破損は想定しない。
・また，低エネルギ配管については，発生応力が
許容応力の0.4倍を超える場合は「貫通クラッ
ク」による化学薬品の漏えいを想定した評価と
し，0.4倍以下であれば破損は想定しない。
・応力評価の結果により破損形状の想定を行う場
合は，評価結果に影響するような減肉がないこと
を確認するために継続的な肉厚管理を実施するこ
とを保安規定に定めて，管理する。
・化学薬品の漏えい源として設定する配管の破損
箇所は化学薬品防護対象設備への化学薬品の漏え
いの影響が も大きくなる位置とし，化学薬品の
漏えい量は，異常の検知，事象の判断及び漏えい
箇所の特定並びに現場又は中央制御室，使用済燃
料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室からの隔離
(運転員の状況確認及び隔離操作を含む。)により
漏えい停止するまでの時間を適切に考慮し，想定
する破損箇所からの流出量と隔離後の漏えい量と
して隔離範囲内の系統の保有量を合算して設定す
る。
・なお，手動による漏えいの停止のために現場，
中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室を確認し操作する手順を定めるこ
とを保安規定に定めて，管理する。

基本方針 基本方針(条件設定)21

7.5.2 　消火剤の放出による化学薬品の漏えい
消火設備については，設備の破損，誤作動又は誤操作により消火剤が放出
されても，化学薬品防護対象設備に影響を与えない設計とすることを第2
章　個別項目の「7.3.3　火災防護設備」に示していることから，消火剤
の放出による化学薬品の漏えいは，化学薬品の漏えい源として設定しな
い。

冒頭宣言

〇

〇 基本方針 －

基本方針
施設共通　基本設計方針
(隔離操作(化学薬品の漏えい量の算出))

基本方針(条件設定)
評価条件

19

化学薬品の漏えい源として設定する配管の破損箇所は化学薬品防護対象設
備への化学薬品の漏えいの影響が も大きくなる位置とし，化学薬品の漏
えい量は，異常の検知，事象の判断及び漏えい箇所の特定並びに現場又は
中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室からの隔離
(運転員の状況確認及び隔離操作を含む。)により漏えい停止するまでの時
間を適切に考慮し，想定する破損箇所からの流出量と隔離後の漏えい量と
して隔離範囲内の系統の保有量を合算して設定する。

評価要求

20

なお，手動による漏えいの停止のために現場等を確認し操作することを保
安規定に定めて，管理する。

運用要求
施設共通　基本設計方針
(手動による漏えい停止の手順)

基本方針(条件設定)
施設共通　基本設計方針
(手動による漏えい停止の手順)

－

〇
基本方針
施設共通　基本設計方針
(隔離操作(化学薬品の漏えい量の算出))

－

〇 基本方針 －

〇
施設共通　基本設計方針
(配管の肉厚管理)

－

【2.4　化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針
・高エネルギ配管については，ターミナルエンド
部を除き，発生応力が許容応力の0.8倍を超える
場合は「完全全周破断」，0.4倍を超え0.8倍以下
であれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下
であれば破損は想定しない。
・また，低エネルギ配管については，発生応力が
許容応力の0.4倍を超える場合は「貫通クラッ
ク」を想定し，0.4倍以下であれば破損は想定し
ない。
・応力評価の結果により破損形状の想定を行う場
合は，評価結果に影響するような減肉がないこと
を確認するために継続的な肉厚管理を実施するこ
とを保安規定に定めて，管理する。
・化学薬品の漏えい源として設定する配管の破損
箇所は化学薬品防護対象設備への化学薬品の漏え
いの影響が も大きくなる位置とし，化学薬品の
漏えい量は，異常の検知，事象の判断及び漏えい
箇所の特定並びに現場又は中央制御室，使用済み
燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室からの隔
離(運転員の状況確認及び隔離操作を含む。)によ
り漏えい停止するまでの時間を適切に考慮し，想
定する破損箇所からの流出量と隔離後の漏えい量
として隔離範囲内の系統の保有量を合算して設定
する。
・なお，手動による漏えいの停止のために現場，
中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室を確認し操作することを保安規定
に定めて，管理する。

施設共通　基本設計方針
(配管の肉厚管理)

基本方針(条件設定)

基本方針 基本方針(条件設定)

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定

18

応力評価の結果により破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影響する
ような減肉がないことを確認するために継続的な肉厚管理を実施すること
を保安規定に定めて，管理する。

運用要求

17

高エネルギ配管については，ターミナルエンド部を除き，発生応力が許容
応力の0.8倍を超える場合は「完全全周破断」，0.4倍を超え0.8倍以下で
あれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下であれば破損は想定しな
い。
また，低エネルギ配管については，発生応力が許容応力の0.4倍を超える
場合は「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下であれば破損は想定しな
い。

定義
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

基本方針 基本方針(条件設定)21

7.5.2 　消火剤の放出による化学薬品の漏えい
消火設備については，設備の破損，誤作動又は誤操作により消火剤が放出
されても，化学薬品防護対象設備に影響を与えない設計とすることを第2
章　個別項目の「7.3.3　火災防護設備」に示していることから，消火剤
の放出による化学薬品の漏えいは，化学薬品の漏えい源として設定しな
い。

冒頭宣言

基本方針
施設共通　基本設計方針
(隔離操作(化学薬品の漏えい量の算出))

基本方針(条件設定)
評価条件

19

化学薬品の漏えい源として設定する配管の破損箇所は化学薬品防護対象設
備への化学薬品の漏えいの影響が も大きくなる位置とし，化学薬品の漏
えい量は，異常の検知，事象の判断及び漏えい箇所の特定並びに現場又は
中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室からの隔離
(運転員の状況確認及び隔離操作を含む。)により漏えい停止するまでの時
間を適切に考慮し，想定する破損箇所からの流出量と隔離後の漏えい量と
して隔離範囲内の系統の保有量を合算して設定する。

評価要求

20

なお，手動による漏えいの停止のために現場等を確認し操作することを保
安規定に定めて，管理する。

運用要求
施設共通　基本設計方針
(手動による漏えい停止の手順)

基本方針(条件設定)

施設共通　基本設計方針
(配管の肉厚管理)

基本方針(条件設定)

基本方針 基本方針(条件設定)

18

応力評価の結果により破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影響する
ような減肉がないことを確認するために継続的な肉厚管理を実施すること
を保安規定に定めて，管理する。

運用要求

17

高エネルギ配管については，ターミナルエンド部を除き，発生応力が許容
応力の0.8倍を超える場合は「完全全周破断」，0.4倍を超え0.8倍以下で
あれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下であれば破損は想定しな
い。
また，低エネルギ配管については，発生応力が許容応力の0.4倍を超える
場合は「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下であれば破損は想定しな
い。

定義

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針

Ⅵ－１－１－７－３
化学薬品の漏えい評価条件の設定

2.1　想定破損による化学薬品の漏えい

【2.1　想定破損による化学薬品の漏えい】
・高エネルギ配管及び低エネルギ配管の破損にお
いて，想定する破損形状と化学薬品の漏えい量の
考え方
・想定する破損形状と化学薬品の漏えい量
・化学薬品の漏えい源となり得る機器及び想定す
る化学薬品の漏えい量
・高エネルギ配管については，ターミナルエンド
部を除き応力評価の結果により，発生応力が許容
応力の0.8倍を超える場合は「完全全周破断」に
よる化学薬品の漏えいを想定した評価，0.4倍を
超え0.8倍以下であれば「貫通クラック」による
化学薬品の漏えいを想定した評価とし，0.4倍以
下であれば破損は想定しない。
・また，低エネルギ配管については，発生応力が
許容応力の0.4倍を超える場合は「貫通クラッ
ク」による化学薬品の漏えいを想定した評価と
し，0.4倍以下であれば破損は想定しない。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針

Ⅵ－１－１－７－３
化学薬品の漏えい評価条件の設定

2.1　想定破損による化学薬品の漏えい

【2.1　想定破損による化学薬品の漏えい】
・想定する破損形状と化学薬品の漏えい量
・応力評価の結果により破損形状の想定を行う場
合は，評価結果に影響するような減肉がないこと
を確認するために継続的な肉厚管理を実施するこ
とを保安規定に定めて，管理する。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針

Ⅵ－１－１－７－３
化学薬品の漏えい評価条件の設定

2.1　想定破損による化学薬品の漏えい

【2.1　想定破損による化学薬品の漏えい】
・想定する破損形状と化学薬品の漏えい量
・化学薬品の漏えい源として設定する配管の破損
箇所は化学薬品防護対象設備への化学薬品の漏え
い影響が も大きくなる位置とし，化学薬品の漏
えい量は，異常の検知，事象の判断及び漏えい箇
所の特定並びに現場又は中央制御室からの隔離
(運転員の状況確認及び隔離操作含む。)により漏
えい停止するまでの時間を適切に考慮し，想定す
る破損箇所からの流出量と隔離後の漏えい量とし
て隔離範囲内の系統の保有量を合算して設定す
る。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針

Ⅵ－１－１－７－３
化学薬品の漏えい評価条件の設定

2.1　想定破損による化学薬品の漏えい

【2.1　想定破損による化学薬品の漏えい】
・化学薬品の漏えい源となり得る機器及び想定す
る化学薬品の漏えい量
・なお，手動による漏えいの停止のために現場等
を確認し操作する手順を定めることを保安規定に
定めて，管理する。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4　化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針

Ⅵ－１－１－７－３
化学薬品の漏えい評価条件の設定

2.2 消火剤の放出による化学薬品の漏えい

【2.2 消火剤の放出による化学薬品の漏えい】
・化学薬品の漏えい源として想定する消火剤
・消火設備については，設備の破損，誤作動又は
誤操作により消火剤が放出されても，化学薬品防
護対象設備に影響を与えない設計とすることを
「Ⅲ 火災及び爆発の防止に関する説明書」に示
していることから，消火剤の放出による化学薬品
の漏えいは，化学薬品の漏えい源として設定しな
い。

－－ －

〇 － 基本方針 －－ －

施設共通　基本設計方針
(隔離操作(化学薬品の漏えい量の算出))

－ － －

〇

〇
施設共通　基本設計方針
(隔離操作(化学薬品の漏えい量の算出))

施設共通　基本設計方針
(手動による漏えい停止の手順)

施設共通　基本設計方針
(手動による漏えい停止の手順)

〇
施設共通　基本設計方針
(配管の肉厚管理)

施設共通　基本設計方針
(配管の肉厚管理)

－ － ー

基本方針 － － ー〇 基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第１３条 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4　化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針
・地震起因による化学薬品の漏えいについては，
耐震Ｓクラス機器は基準地震動Ｓｓによる地震力
によって破損は生じないことから，設計上考慮す
べき化学薬品を内包する系統のうち，基準地震動
Ｓｓによる地震力に対する耐震性が確認されてい
ない耐震Ｂ，Ｃクラスに属する系統を化学薬品の
漏えい源として設定する。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4　化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針
・ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震
動Ｓｓによる地震力に対して耐震性が確保される
ものについては，化学薬品の漏えい源として設定
しない。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4　化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針
・化学薬品の漏えい量の算出に当たっては，化学
薬品の漏えいが生じるとした機器について，化学
薬品防護対象設備への化学薬品の漏えいの影響が

も大きくなるように評価する。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4　化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針
・化学薬品の漏えい源となる系統については全保
有量を考慮した上で，設計上考慮すべき化学薬品
を内包する機器のうち，基準地震動Ｓｓによって
破損が生じる可能性のある機器について破損を想
定し，その影響を評価する。この場合において，
化学薬品の漏えい源となる配管は，破損形状を完
全全周破断とし，化学薬品の漏えい源となる容器
は，全保有量を漏えい量として設定する。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4　化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針
・その他の化学薬品の漏えいについては，地震以
外の自然現象やその波及的影響に伴う化学薬品の
漏えい，化学薬品防護区画内にて発生が想定され
るその他の漏えい事象を想定する。
・具体的には，飛来物等による屋外タンクの破
損，化学薬品の運搬及び補給のために一時的に再
処理事業所に立ち入るタンクローリ等の破損のよ
うな間接的な影響，機器ドレン，機器損傷(配管
以外)，人的過誤及び誤作動による漏えいを想定
し，各事象において漏えい源及び漏えい量を設定
する。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4　化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4　化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針
・その他の化学薬品の漏えいについては，地震以
外の自然現象やその波及的影響に伴う化学薬品の
漏えい，化学薬品防護区画内にて発生が想定され
るその他の漏えい事象を想定する。
・具体的には，飛来物等による屋外タンクの破
損，化学薬品の運搬及び補給のために一時的に再
処理事業所に立ち入るタンクローリ等の破損のよ
うな間接的な影響，機器ドレン，機器損傷(配管
以外)，人的過誤及び誤作動による漏えいを想定
し，各事象において漏えい源及び漏えい量を設定
する。

Ⅵ－１－１－７－３　化学薬品の漏えい評価条件
の設定

2.4 その他の化学薬品の漏えい

【2.4　その他の化学薬品の漏えい】
・その他の化学薬品の漏えいとして，想定する事
象の考え方
・地震以外の自然現象に関する化学薬品の漏えい
評価
・化学薬品の漏えい源となり得る機器及び想定す
る化学薬品の漏えい量

〇

基本方針
施設共通　基本設計方針
(化学薬品の漏えい源の設定，漏えい量の算出(そ
の他))

26

7.5.4 　その他の化学薬品の漏えい
その他の化学薬品の漏えいについては，地震以外の自然現象やその波及的
影響に伴う化学薬品の漏えい，化学薬品防護対象設備を設置する区画(以
下「化学薬品防護区画」という。)内にて発生が想定されるその他の漏え
い事象を想定する。
具体的には，飛来物等による屋外タンクの破損，化学薬品の運搬及び補給
のために一時的に再処理事業所に立ち入るタンクローリ等の破損のような
間接的な影響，機器ドレン，機器損傷(配管以外)，人的過誤及び誤作動に
よる漏えいを想定し，各事象において漏えい源及び漏えい量を設定する。

冒頭宣言
評価要求

－

基本方針
施設共通　基本設計方針
(化学薬品の漏えい源の設定，漏えい量の算出(そ
の他))

〇

基本方針
施設共通　基本設計方針
(化学薬品の漏えい源の設定，漏えい量の算出(地
震))

－

〇

基本方針
施設共通　基本設計方針
(化学薬品の漏えい源の設定，漏えい量の算出(地
震))

－

基本方針
施設共通　基本設計方針
(化学薬品の漏えい源の設定，漏えい量の算出(地
震))

基本方針(条件設定)
評価条件

基本方針(条件設定)
評価条件

〇

基本方針
施設共通　基本設計方針
(化学薬品の漏えい源の設定，漏えい量の算出(地
震))

－

〇 基本方針 －

【2.4　化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針
・地震起因による化学薬品の漏えいについては，
耐震Ｓクラス機器は基準地震動Ｓｓによる地震力
によって破損は生じないことから，設計上考慮す
べき化学薬品を内包する系統のうち，基準地震動
Ｓｓによる地震力に対する耐震性が確認されてい
ない耐震Ｂ，Ｃクラスに属する系統を化学薬品の
漏えい源として設定する。
・ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震
動Ｓｓによる地震力に対して耐震性が確保される
ものについては，化学薬品の漏えい源として設定
しない。
・化学薬品の漏えい量の算出に当たっては，化学
薬品の漏えいが生じるとした機器について，化学
薬品防護対象設備への化学薬品の漏えいの影響が

も大きくなるように評価する。
・化学薬品の漏えい源となる系統については全保
有量を考慮した上で，設計上考慮すべき化学薬品
を内包する機器のうち，基準地震動Ｓｓによって
破損が生じる可能性のある機器について破損を想
定し，その影響を評価する。この場合において，
化学薬品の漏えい源となる配管は，破損形状を完
全全周破断とし，化学薬品の漏えい源となる容器
は，全保有量を漏えい量として設定する。

基本方針 基本方針(条件設定)

Ⅵ－１－１－７－３　化学薬品の漏えい評価条件
の設定

2.3 地震起因による化学薬品の漏えい

【2.3 地震起因による化学薬品の漏えい】
・地震起因の化学薬品の漏えい源として想定する
機器の考え方
・化学薬品の漏えい量の算定方法
・想定する化学薬品の漏えい量
・地震起因による化学薬品の漏えいについては，
耐震Ｓクラス機器は基準地震動Ｓｓによる地震力
によって破損は生じないことから，設計上考慮す
べき化学薬品を内包する系統のうち，基準地震動
Ｓｓによる地震力に対する耐震性が確認されてい
ない耐震Ｂ，Ｃクラスに属する系統を化学薬品の
漏えい源として設定する。
・ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震
動Ｓｓによる地震力に対して耐震性が確保される
ものについては，化学薬品の漏えい源として設定
しない。
・化学薬品の漏えい量の算出に当たっては，化学
薬品の漏えいが生じるとした機器について、化学
薬品防護対象設備への化学薬品の漏えいの影響が

も大きくなるように評価する。
・化学薬品の漏えい源となる系統については全保
有量を考慮した上で，設計上考慮すべき化学薬品
を内包する機器のうち，基準地震動Ｓｓによって
破損が生じる可能性のある機器について破損を想
定し，その影響を評価する。この場合において，
化学薬品の漏えい源となる配管は，破損形状を完
全全周破断とし，化学薬品の漏えい源となる容器
は，全保有量を漏えい量として設定する。

基本方針
施設共通　基本設計方針
(化学薬品の漏えい源の設定，漏えい量の算出(地
震))

基本方針(条件設定)
評価条件

基本方針
施設共通　基本設計方針
(化学薬品の漏えい源の設定，漏えい量の算出(地
震))

基本方針(条件設定)
評価条件

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定

24

化学薬品の漏えい量の算出に当たっては，化学薬品の漏えいが生じるとし
た機器について，化学薬品防護対象設備への漏えいの影響が も大きくな
るように評価する。

冒頭宣言
評価要求

25

化学薬品の漏えい源となる系統については全保有量を考慮した上で，設計
上考慮すべき化学薬品を内包する機器のうち，基準地震動Ｓｓによって破
損が生じる可能性のある機器について破損を想定し，その影響を評価す
る。この場合において，化学薬品の漏えい源となる配管は，破損形状を完
全全周破断とし，化学薬品の漏えい源となる容器は，全保有量を漏えい量
として設定する。

評価要求

22

7.5.3 　地震起因による化学薬品の漏えい
地震起因による化学薬品の漏えいについては，耐震Ｓクラス機器は基準地
震動Ｓｓによる地震力によって破損は生じないことから，設計上考慮すべ
き化学薬品を内包する系統のうち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対する
耐震性が確認されていない耐震Ｂ，Ｃクラスに属する系統を化学薬品の漏
えい源として設定する。

冒頭宣言
評価要求

23

ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震動Ｓｓによる地震力に対し
て耐震性が確保されるものについては，化学薬品の漏えい源として設定し
ない。

定義
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

26

7.5.4 　その他の化学薬品の漏えい
その他の化学薬品の漏えいについては，地震以外の自然現象やその波及的
影響に伴う化学薬品の漏えい，化学薬品防護対象設備を設置する区画(以
下「化学薬品防護区画」という。)内にて発生が想定されるその他の漏え
い事象を想定する。
具体的には，飛来物等による屋外タンクの破損，化学薬品の運搬及び補給
のために一時的に再処理事業所に立ち入るタンクローリ等の破損のような
間接的な影響，機器ドレン，機器損傷(配管以外)，人的過誤及び誤作動に
よる漏えいを想定し，各事象において漏えい源及び漏えい量を設定する。

冒頭宣言
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(化学薬品の漏えい源の設定，漏えい量の算出(そ
の他))

基本方針
施設共通　基本設計方針
(化学薬品の漏えい源の設定，漏えい量の算出(地
震))

基本方針(条件設定)
評価条件

基本方針(条件設定)
評価条件

基本方針 基本方針(条件設定)

基本方針
施設共通　基本設計方針
(化学薬品の漏えい源の設定，漏えい量の算出(地
震))

基本方針(条件設定)
評価条件

基本方針
施設共通　基本設計方針
(化学薬品の漏えい源の設定，漏えい量の算出(地
震))

基本方針(条件設定)
評価条件

24

化学薬品の漏えい量の算出に当たっては，化学薬品の漏えいが生じるとし
た機器について，化学薬品防護対象設備への漏えいの影響が も大きくな
るように評価する。

冒頭宣言
評価要求

25

化学薬品の漏えい源となる系統については全保有量を考慮した上で，設計
上考慮すべき化学薬品を内包する機器のうち，基準地震動Ｓｓによって破
損が生じる可能性のある機器について破損を想定し，その影響を評価す
る。この場合において，化学薬品の漏えい源となる配管は，破損形状を完
全全周破断とし，化学薬品の漏えい源となる容器は，全保有量を漏えい量
として設定する。

評価要求

22

7.5.3 　地震起因による化学薬品の漏えい
地震起因による化学薬品の漏えいについては，耐震Ｓクラス機器は基準地
震動Ｓｓによる地震力によって破損は生じないことから，設計上考慮すべ
き化学薬品を内包する系統のうち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対する
耐震性が確認されていない耐震Ｂ，Ｃクラスに属する系統を化学薬品の漏
えい源として設定する。

冒頭宣言
評価要求

23

ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震動Ｓｓによる地震力に対し
て耐震性が確保されるものについては，化学薬品の漏えい源として設定し
ない。

定義

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針

Ⅵ－１－１－７－３
化学薬品の漏えい評価条件の設定

2.3 　地震起因による化学薬品の漏えい

【2.3 地震起因による化学薬品の漏えい】
・地震起因の化学薬品の漏えい源として想定する
機器の考え方
・地震起因による化学薬品の漏えいについては，
耐震Ｓクラス機器は基準地震動Ｓｓによる地震力
によって破損は生じないことから，設計上考慮す
べき化学薬品を内包する系統のうち，基準地震動
Ｓｓによる地震力に対する耐震性が確認されてい
ない耐震Ｂ，Ｃクラスに属する系統を化学薬品の
漏えい源として設定する。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針

Ⅵ－１－１－７－３
化学薬品の漏えい評価条件の設定

2.3 　地震起因による化学薬品の漏えい

【2.3 地震起因による化学薬品の漏えい】
・地震起因の化学薬品の漏えい源として想定する
機器の考え方
・ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震
動Ｓｓによる地震力に対して耐震性が確保される
ものについては，化学薬品の漏えい源として設定
しない。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針

Ⅵ－１－１－７－３　化学薬品の漏えい評価条件
の設定

2.3　地震起因による化学薬品の漏えい

【2.3 地震起因による化学薬品の漏えい】
・化学薬品の漏えい量の算定方法
・化学薬品の漏えい量の算出に当たっては，化学
薬品の漏えいが生じるとした機器について、化学
薬品防護対象設備への化学薬品の漏えいの影響が

も大きくなるように評価する。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針

Ⅵ－１－１－７－３
化学薬品の漏えい評価条件の設定

2.3 　地震起因による化学薬品の漏えい

【2.3 地震起因による化学薬品の漏えい】
・地震起因の化学薬品の漏えい源として想定する
機器の考え方
・化学薬品の漏えい量の算定方法
・想定する化学薬品の漏えい量
・化学薬品の漏えい源となる系統については全保
有量を考慮した上で，設計上考慮すべき化学薬品
を内包する機器のうち，基準地震動Ｓｓによって
破損が生じる可能性のある機器について破損を想
定し，その影響を評価する。この場合において，
化学薬品の漏えい源となる配管は，破損形状を完
全全周破断とし，化学薬品の漏えい源となる容器
は，全保有量を漏えい量として設定する。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4　化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針

Ⅵ－１－１－７－３
化学薬品の漏えい評価条件の設定

2.4 その他の化学薬品の漏えい

【2.4　その他の化学薬品の漏えい】
・その他の化学薬品の漏えいとして，想定する事
象の考え方
・地震以外の自然現象に関する化学薬品の漏えい
評価
・化学薬品の漏えい源となり得る機器及び想定す
る化学薬品の漏えい量

施設共通　基本設計方針
(化学薬品の漏えい源の設定，漏えい量の算出(そ
の他))

施設共通　基本設計方針
(化学薬品の漏えい源の設定，漏えい量の算出(そ
の他))

－ － －〇

施設共通　基本設計方針
(化学薬品の漏えい源の設定，漏えい量の算出(地
震))

－ － －

〇
施設共通　基本設計方針
(化学薬品の漏えい源の設定，漏えい量の算出(地
震))

施設共通　基本設計方針
(化学薬品の漏えい源の設定，漏えい量の算出(地
震))

－ － －

〇
施設共通　基本設計方針
(化学薬品の漏えい源の設定，漏えい量の算出(地
震))

施設共通　基本設計方針
(化学薬品の漏えい源の設定，漏えい量の算出(地
震))

－ － －

〇 基本方針 基本方針 － － －

〇
施設共通　基本設計方針
(化学薬品の漏えい源の設定，漏えい量の算出(地
震))
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説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4　化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4　化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針
・化学薬品の漏えい評価に当たっては，壁，扉，
床段差等を境界とした評価に用いる区画を設定す
る。
・化学薬品防護区画は，設定した区画のうち化学
薬品の漏えい評価を実施する区画として，評価対
象の化学薬品防護対象設備が設置されている全て
の区画，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設の制御室並びに化学薬品の漏えいが発
生した区画を特定するためにアクセスする通路部
又は隔離等の操作が必要な設備に運転員がアクセ
スする通路部について設定する。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針
・防水扉及び水密扉については，扉の閉止運用を
保安規定に定めて，管理する。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4　化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4　化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針
・化学薬品防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又
はそれらの組合せによって他の区画と分離される
区画として設定し，化学薬品防護区画を構成する
壁，扉，堰，床段差等については，現場の設備等
の設置状況を踏まえ，漏えいした化学薬品の伝播
に対する評価の条件を設定する。
・化学薬品の漏えい評価に当たって考慮する化学
薬品の漏えい経路は，化学薬品の漏えいの影響を
受けて，化学薬品防護対象設備の安全機能を損な
うおそれがある高さ(以下「機能喪失高さ」とい
う。)並びに化学薬品防護区画とその他の区画(化
学薬品防護対象設備が存在しない区画又は通路)
との間における伝播経路となる防水扉及び水密扉
以外の扉，壁開口部及び貫通部，天井開口部及び
貫通部，床面開口部及び貫通部，床ドレンの連接
状況及びこれらに対する流入防止対策の有無を踏
まえ，化学薬品防護区画内の液位が も高くなる
ように，より厳しい結果を与える化学薬品の漏え
い経路を設定する。

〇
施設共通　基本設計方針
(防水扉及び水密扉の閉止運用)

－

〇

基本方針
施設共通　基本設計方針
(化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経路の
設定)

－

〇

基本方針
施設共通　基本設計方針
(化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経路の
設定)

－

【2.4　化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針
・化学薬品の漏えい評価に当たっては，壁，扉，
床段差等を境界とした評価に用いる区画を設定す
る。
・化学薬品防護区画は，設定した区画のうち化学
薬品の漏えい評価を実施する区画として，評価対
象の化学薬品防護対象設備が設置されている全て
の区画，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設の制御室並びに化学薬品の漏えいが発
生した区画を特定するためにアクセスする通路部
又は隔離等の操作が必要な設備に運転員がアクセ
スする通路部について設定する。
・化学薬品防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又
はそれらの組合せによって他の区画と分離される
区画として設定し，化学薬品防護区画を構成する
壁，扉，堰，床段差等については，現場の設備等
の設置状況を踏まえ，漏えいした化学薬品の伝播
に対する評価の条件を設定する。
・化学薬品の漏えい評価に当たって考慮する化学
薬品の漏えい経路は，化学薬品の漏えいの影響を
受けて，化学薬品防護対象設備の安全機能を損な
うおそれがある高さ(以下「機能喪失高さ」とい
う。)並びに化学薬品防護区画とその他の区画(化
学薬品防護対象設備が存在しない区画又は通路)
との間における伝播経路となる防水扉及び水密扉
以外の扉，壁開口部及び貫通部，天井開口部及び
貫通部，床面開口部及び貫通部，床ドレンの連接
状況及びこれらに対する流入防止対策の有無を踏
まえ，化学薬品防護区画内の液位が も高くなる
ように，より厳しい結果を与える化学薬品の漏え
い経路を設定する。
・防水扉及び水密扉については，扉の閉止運用を
保安規定に定めて，管理する。

基本方針
施設共通　基本設計方針
(化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経路の
設定)

基本方針(条件設定)
評価条件

Ⅵ－１－１－７－３　化学薬品の漏えい評価条件
の設定

3. 化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経路
の設定
3.1 化学薬品防護区画の設定
3.2 化学薬品の漏えい経路の設定

【3. 化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経
路の設定】
・化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経路の
設定の考え方
【3.1 化学薬品防護区画の設定】
・化学薬品防護区画の設定の考え方
・化学薬品の漏えい評価に当たっては，化学薬品
防護区画を以下のとおり設定する。
(1) 化学薬品防護対象設備が設置されている区画
(2) 中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室
(3) 運転員が，化学薬品の漏えいが発生した区画
を特定するためにアクセスする通路部又は必要に
より隔離等の操作が必要な設備にアクセスする通
路部
・化学薬品防護区画は，壁，扉，堰，床段差，
シャッタ及びハッチ又はそれらの組合せによって
他の区画と分離される区画として設定する。

【3.2 化学薬品の漏えい経路の設定】
・化学薬品の漏えい経路の設定の考え方
・化学薬品の漏えい評価に当たって考慮する化学
薬品の漏えい経路は，化学薬品の漏えいの影響を
受けて，化学薬品防護対象設備の機能喪失高さ及
び化学薬品防護区画を構成する壁，扉，堰，床段
差等の設置状況を踏まえ，化学薬品防護区画内の
液位が も高くなるように，より厳しい結果を与
える化学薬品の漏えい経路を設定する。
・溢水経路を構成する壁，扉，堰，床段差，
シャッタ及びハッチは，基準地震動による地震力
等の溢水の要因となる事象に伴い生ずる荷重や環
境に対し，必要な健全性を維持できるとともに，
保守管理並びに防水扉及び水密扉の閉止運用を適
切に実施することにより溢水の伝播を防止できる
ものとする。

施設共通　基本設計方針
(防水扉及び水密扉の閉止運用)

基本方針(条件設定)

基本方針
施設共通　基本設計方針
(化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経路の
設定)

基本方針(条件設定)
評価条件

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定

29

防水扉及び水密扉については，扉の閉止運用を保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求

27

7.6 　化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経路の設定
化学薬品の漏えい評価に当たっては，化学薬品防護区画を以下のとおり設
定する。
(1) 化学薬品防護対象設備が設置されている区画
(2) 中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
(3) 運転員が，化学薬品の漏えいが発生した区画を特定するためにアクセ
スする通路部又は必要により隔離等の操作が必要な設備にアクセスする通
路部

評価要求

28

化学薬品防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそれらの組合せによって
他の区画と分離される区画として設定する。
化学薬品の漏えい評価に当たっては，化学薬品の漏えいの影響を受けて，
化学薬品防護対象設備の安全機能を損なうおそれがある高さ(以下「機能
喪失高さ」という。)及び化学薬品防護区画を構成する壁，扉，堰，床段
差等の設置状況を踏まえ，化学薬品防護区画内の液位が も高くなるよう
に，より厳しい結果を与える化学薬品の漏えい経路を設定する。

評価要求
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

基本方針
施設共通　基本設計方針
(化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経路の
設定)

基本方針(条件設定)
評価条件

施設共通　基本設計方針
(防水扉及び水密扉の閉止運用)

基本方針(条件設定)

基本方針
施設共通　基本設計方針
(化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経路の
設定)

基本方針(条件設定)
評価条件

29

防水扉及び水密扉については，扉の閉止運用を保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求

27

7.6 　化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経路の設定
化学薬品の漏えい評価に当たっては，化学薬品防護区画を以下のとおり設
定する。
(1) 化学薬品防護対象設備が設置されている区画
(2) 中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
(3) 運転員が，化学薬品の漏えいが発生した区画を特定するためにアクセ
スする通路部又は必要により隔離等の操作が必要な設備にアクセスする通
路部

評価要求

28

化学薬品防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそれらの組合せによって
他の区画と分離される区画として設定する。
化学薬品の漏えい評価に当たっては，化学薬品の漏えいの影響を受けて，
化学薬品防護対象設備の安全機能を損なうおそれがある高さ(以下「機能
喪失高さ」という。)及び化学薬品防護区画を構成する壁，扉，堰，床段
差等の設置状況を踏まえ，化学薬品防護区画内の液位が も高くなるよう
に，より厳しい結果を与える化学薬品の漏えい経路を設定する。

評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針

Ⅵ－１－１－７－３
化学薬品の漏えい評価条件の設定

3. 化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経路
の設定
3.1 化学薬品防護区画の設定
3.2 化学薬品の漏えい経路の設定

【3.1 化学薬品防護区画の設定】
・化学薬品防護区画の設定の考え方
・化学薬品の漏えい評価に当たっては，化学薬品
防護区画を以下のとおり設定する。
(1) 化学薬品防護対象設備が設置されている区画
(2) 中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室
(3) 運転員が，化学薬品の漏えいが発生した区画
を特定するためにアクセスする通路部又は必要に
より隔離等の操作が必要な設備にアクセスする通
路部

Ⅵ－１－１－７－３
化学薬品の漏えい評価条件の設定

3. 化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経路
の設定
3.1 化学薬品防護区画の設定
3.2 化学薬品の漏えい経路の設定

【3.1 化学薬品防護区画の設定】
・化学薬品防護区画の設定の考え方
・化学薬品防護区画は，壁，扉，堰，床段差，
シャッタ及びハッチ又はそれらの組合せによって
他の区画と分離される区画として設定する。
【3.2 化学薬品の漏えい経路の設定】
・化学薬品の漏えい経路の設定の考え方
・化学薬品の漏えい評価に当たって考慮する化学
薬品の漏えい経路は，化学薬品の漏えいの影響を
受けて，化学薬品防護対象設備の機能喪失高さ及
び化学薬品防護区画を構成する壁，扉，堰，床段
差等の設置状況を踏まえ，化学薬品防護区画内の
液位が も高くなるように，より厳しい結果を与
える化学薬品の漏えい経路を設定する。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針

Ⅵ－１－１－７－３
化学薬品の漏えい評価条件の設定

3.2 化学薬品の漏えい経路の設定

【3.2 化学薬品の漏えい経路の設定】
・化学薬品の漏えい経路の設定の考え方
・溢水経路を構成する壁，扉，堰，床段差，
シャッタ及びハッチは，基準地震動による地震力
等の溢水の要因となる事象に伴い生ずる荷重や環
境に対し，必要な健全性を維持できるとともに，
保守管理並びに防水扉及び水密扉の閉止運用を適
切に実施することにより溢水の伝播を防止できる
ものとする。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定

【2.4 化学薬品の漏えい評価条件の設定】
・「化学薬品の漏えい評価条件の設定」に関する
基本方針

－

〇
施設共通　基本設計方針
(化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経路の
設定)

施設共通　基本設計方針
(化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経路の
設定)

－ － －

〇
施設共通　基本設計方針
(化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経路の
設定)

施設共通　基本設計方針
(化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経路の
設定)

－ －

〇
施設共通　基本設計方針
(防水扉及び水密扉の閉止運用)

施設共通　基本設計方針
(防水扉及び水密扉の閉止運用)

－－ －
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説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.5 化学薬品の漏えい評価及び防護設計方針

【2.5 化学薬品の漏えい評価及び防護設計方針】
・「化学薬品の漏えい影響に関する評価」に関す
る基本方針
・化学薬品防護建屋内及び洞道内で発生する化学
薬品の漏えいに対して，没液，被液及び腐食性ガ
スの影響評価を行い，必要に応じて防護対策を講
じることにより，化学薬品防護対象設備が安全機
能を損なわない設計とする。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.5　化学薬品の漏えい評価及びび防護設計方針

【2.5　化学薬品の漏えい評価及び防護設計方
針】
・「化学薬品の漏えい影響に関する評価」に関す
る基本方針
・想定した化学薬品の漏えい源から発生する漏え
い量と化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経
路から算出した化学薬品の漏えい液位に対し，機
能喪失高さを比較し，化学薬品防護対象設備が没
液により安全機能を損なわないことを評価する。
・壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置
による化学薬品防護区画外で漏えいした化学薬品
の流入を防止する対策及び緊急遮断弁等の設置に
よる漏えい量を低減する対策により，化学薬品防
護対象設備が没液により安全機能を損なわない設
計とする。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.5 化学薬品の漏えい評価及び防護設計方針

【2.5 化学薬品の漏えい評価及び防護設計方針】
・「化学薬品の漏えい影響に関する評価」に関す
る基本方針
・想定した化学薬品の漏えい源からの直線軌道及
び放物線軌道の飛散による被液並びに天井面の開
口部又は貫通部からの被液に対し，影響を受ける
範囲内にある化学薬品防護対象設備が安全機能を
損なわないことを評価する。
・壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置
による化学薬品防護区画外で漏えいした化学薬品
の流入を防止する対策，機器収納ボックス及び二
重管の設置による化学薬品の漏えいを防止する対
策並びに薬品防護板の設置等による漏えいした化
学薬品の化学薬品防護対象設備への被液を防止す
る対策により，化学薬品防護対象設備が被液によ
り安全機能を損なわない設計とする。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.5　化学薬品の漏えい評価及びび防護設計方針

【2.5 化学薬品の漏えい評価及び防護設計方針】
・「化学薬品の漏えい影響に関する評価」に関す
る基本方針
・想定した化学薬品の漏えい源からの直線軌道及
び放物線軌道の飛散による被液並びに天井面の開
口部又は貫通部からの被液に対し，影響を受ける
範囲内にある化学薬品防護対象設備が安全機能を
損なわないことを評価する。
・壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置
による化学薬品防護区画外で漏えいした化学薬品
の流入を防止する対策，機器収納ボックス及び二
重管の設置による化学薬品の漏えいを防止する対
策並びに薬品防護板の設置等による漏えいした化
学薬品の化学薬品防護対象設備への被液を防止す
る対策により，化学薬品防護対象設備が被液によ
り安全機能を損なわない設計とする。

基本方針
施設共通　基本設計方針
(被液影響評価の実施)
(評価対象設備の抽出)
(保護構造)

－

基本方針
施設共通　基本設計方針
(没液影響評価の実施)
(機能喪失高さの設定)

－

基本方針
施設共通　基本設計方針
(被液影響評価の実施)
(評価対象設備の抽出)
(保護構造)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(被液影響評
価)

Ⅵ－１－１－７－４　化学薬品の漏えい影響に関
する評価

1. 概要
2. 化学薬品の漏えい評価
2.1 防護すべき設備を内包する建屋内で発生する
化学薬品の漏えいに関する化学薬品の漏えい評価

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 化学薬品の漏えい評価】
・化学薬品の漏えい評価の考え方
【2.1 防護すべき設備を内包する建屋内で発生す
る化学薬品の漏えいに関する化学薬品の漏えい評
価】
・被液影響評価方法，判定基準及び評価結果
・想定した化学薬品の漏えい源からの直線軌道及
び放物線軌道の飛散による被液並びに天井面の開
口部又は貫通部からの被液に対し，影響を受ける
範囲内にある化学薬品防護対象設備が安全機能を
損なわないことを評価する。
・被液による影響評価結果を踏まえ，薬品防護板
の設置等の対策，化学薬品防護対象設備にあらゆ
る方向からの化学薬品の飛まつによっても有害な
影響を生じない保護構造を持たせる対策により化
学薬品防護対象設備が被液により安全機能を損な
わない設計とする。

※「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び
重大事故等対処設備が使用される条件の下におけ
る健全性に関する説明書」に示す重大事故等対処
設備に対する設計方針に基づく溢水評価について
も説明する。

〇

〇

基本方針
施設共通　基本設計方針
(没液影響評価の実施)
(機能喪失高さの設定)
化学薬品の漏えい評価対象の安重設備
化学薬品防護設備(堰)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(没液影響評
価)

Ⅵ－１－１－７－４　化学薬品の漏えい影響に関
する評価

1. 概要
2. 化学薬品の漏えい評価
2.1 防護すべき設備を内包する建屋内で発生する
化学薬品の漏えいに関する化学薬品の漏えい評価

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 化学薬品の漏えい評価】
・化学薬品の漏えい評価の考え方
【2.1 防護すべき設備を内包する建屋内で発生す
る化学薬品の漏えいに関する化学薬品の漏えい評
価】
・化学薬品防護建屋内及び洞道内で発生する化学
薬品の漏えいに対して，没液，被液及び腐食性ガ
スの影響評価を行い，必要に応じて防護対策を講
じることにより，化学薬品防護対象設備が安全機
能を損なわない設計とする。
・没液影響評価方法，判定基準及び評価結果
・想定した化学薬品の漏えい源から発生する化学
薬品の漏えい量と化学薬品防護区画及び化学薬品
の漏えい経路から算出した化学薬品の漏えい液位
に対し，防護すべき設備の機能喪失高さを比較し
評価する。
・没液の影響により，防護すべき設備が化学薬品
の漏えい液位に対し機能喪失高さを確保できない
おそれがある場合は，化学薬品の漏えい液位を上
回る高さまで，化学薬品の漏えい経路に漏えいに
より発生する液位や水圧に対して止水性(以下
「止水性」という。)を維持する壁，防水扉，堰
等により漏えいした化学薬品の伝播を防止する等
の対策を実施する。

※「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び
重大事故等対処設備が使用される条件の下におけ
る健全性に関する説明書」に示す重大事故等対処
設備に対する設計方針に基づく溢水評価について
も説明する。
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7.7.1 　没液の影響に対する評価及び防護設計方針
想定した化学薬品の漏えい源から発生する漏えい量，化学薬品防護区画及
び化学薬品の漏えい経路から算出した化学薬品の漏えい液位に対し，化学
薬品防護対象設備が没液により安全機能を損なわないことを評価する。ま
た，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置による化学薬品防護区
画外で漏えいした化学薬品の流入を防止する対策及び緊急遮断弁等の設置
による漏えい量を低減する対策により，化学薬品防護対象設備が没液によ
り安全機能を損なわない設計とする。
壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，緊急遮断弁等の化学薬品防護設備
の設計方針については，第2章　個別項目の「7.3.6　化学薬品防護設備」
に示す。

冒頭宣言
評価要求
機能要求②
設置要求
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7.7.2 　被液の影響に対する評価及び防護設計方針
想定した化学薬品の漏えい源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による
被液並びに天井面の開口部又は貫通部からの被液に対し，影響を受ける範
囲内にある化学薬品防護対象設備が安全機能を損なわないことを評価す
る。また，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置による化学薬品
防護区画外で漏えいした化学薬品の流入を防止する対策，機器収納ボック
ス及び二重管の設置による化学薬品の漏えいを防止する対策並びに薬品防
護板の設置等による漏えいした化学薬品の化学薬品防護対象設備への被液
を防止する対策により，化学薬品防護対象設備が被液により安全機能を損
なわない設計とする。
壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，薬品防護板等の化学薬品防護設備
の設計方針については，第2章　個別項目の「7.3.6　化学薬品防護設備」
に示す。

評価要求
設置要求
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7.7 　化学薬品防護建屋内で発生する化学薬品の漏えいに関する化学薬品
の漏えい評価及び防護設計方針
化学薬品防護対象設備が設置されている建屋(以下「化学薬品防護建屋」
という。)内及び洞道内で発生する化学薬品の漏えいに対して，没液，被
液及び腐食性ガスの影響評価を行い，必要に応じて防護対策を講じること
により，化学薬品防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(建屋内及び洞道の評価方針)

基本方針(評価及び防護
方針)
評価条件

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.5 化学薬品の漏えい評価及び防護設計方針

【2.5 化学薬品の漏えい評価及び防護設計方針】
・「化学薬品の漏えい影響に関する評価」に関す
る基本方針
・化学薬品防護建屋内及び洞道内で発生する化学
薬品の漏えいに対して，没液，被液及び腐食性ガ
スの影響評価を行い，必要に応じて防護対策を講
じることにより，化学薬品防護対象設備が安全機
能を損なわない設計とする。

・想定した化学薬品の漏えい源から発生する漏え
い量と化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経
路から算出した化学薬品の漏えい液位に対し，機
能喪失高さを比較し，化学薬品防護対象設備が没
液により安全機能を損なわないことを評価する。
・壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置
による化学薬品防護区画外で漏えいした化学薬品
の流入を防止する対策及び緊急遮断弁等の設置に
よる漏えい量を低減する対策により，化学薬品防
護対象設備が没液により安全機能を損なわない設
計とする。

〇
基本方針
施設共通　基本設計方針
(建屋内及び洞道の評価方針)

－

386



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第１３条 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

基本方針
施設共通　基本設計方針
(被液影響評価の実施)
(評価対象設備の抽出)
(保護構造)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(被液影響評
価)

基本方針
施設共通　基本設計方針
(没液影響評価の実施)
(機能喪失高さの設定)
化学薬品の漏えい評価対象の安重設備
化学薬品防護設備(堰)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(没液影響評
価)
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7.7.1 　没液の影響に対する評価及び防護設計方針
想定した化学薬品の漏えい源から発生する漏えい量，化学薬品防護区画及
び化学薬品の漏えい経路から算出した化学薬品の漏えい液位に対し，化学
薬品防護対象設備が没液により安全機能を損なわないことを評価する。ま
た，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置による化学薬品防護区
画外で漏えいした化学薬品の流入を防止する対策及び緊急遮断弁等の設置
による漏えい量を低減する対策により，化学薬品防護対象設備が没液によ
り安全機能を損なわない設計とする。
壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，緊急遮断弁等の化学薬品防護設備
の設計方針については，第2章　個別項目の「7.3.6　化学薬品防護設備」
に示す。

冒頭宣言
評価要求
機能要求②
設置要求
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7.7.2 　被液の影響に対する評価及び防護設計方針
想定した化学薬品の漏えい源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による
被液並びに天井面の開口部又は貫通部からの被液に対し，影響を受ける範
囲内にある化学薬品防護対象設備が安全機能を損なわないことを評価す
る。また，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置による化学薬品
防護区画外で漏えいした化学薬品の流入を防止する対策，機器収納ボック
ス及び二重管の設置による化学薬品の漏えいを防止する対策並びに薬品防
護板の設置等による漏えいした化学薬品の化学薬品防護対象設備への被液
を防止する対策により，化学薬品防護対象設備が被液により安全機能を損
なわない設計とする。
壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，薬品防護板等の化学薬品防護設備
の設計方針については，第2章　個別項目の「7.3.6　化学薬品防護設備」
に示す。

評価要求
設置要求
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7.7 　化学薬品防護建屋内で発生する化学薬品の漏えいに関する化学薬品
の漏えい評価及び防護設計方針
化学薬品防護対象設備が設置されている建屋(以下「化学薬品防護建屋」
という。)内及び洞道内で発生する化学薬品の漏えいに対して，没液，被
液及び腐食性ガスの影響評価を行い，必要に応じて防護対策を講じること
により，化学薬品防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(建屋内及び洞道の評価方針)

基本方針(評価及び防護
方針)
評価条件

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.5 化学薬品の漏えい評価及び防護設計方針

【2.5 化学薬品の漏えい評価及び防護設計方針】
・「化学薬品の漏えい影響に関する評価」に関す
る基本方針

Ⅵ－１－１－７－４　化学薬品の漏えい影響に関
する評価

2. 化学薬品の漏えい評価
2.1 防護すべき設備を内包する建屋内で発生する
化学薬品の漏えいに関する化学薬品の漏えい評価

【2. 化学薬品の漏えい評価】
・化学薬品の漏えい評価の考え方
【2.1 防護すべき設備を内包する建屋内で発生す
る化学薬品の漏えいに関する化学薬品の漏えい評
価】
・化学薬品防護建屋内及び洞道内で発生する化学
薬品の漏えいに対して，没液，被液及び腐食性ガ
スの影響評価を行い，必要に応じて防護対策を講
じることにより，化学薬品防護対象設備が安全機
能を損なわない設計とする。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.5 化学薬品の漏えい評価及び防護設計方針

【2.5　化学薬品の漏えい評価及び防護設計方
針】
・「化学薬品の漏えい影響に関する評価」に関す
る基本方針

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.5 化学薬品の漏えい評価及び防護設計方針

【2.5 化学薬品の漏えい評価及び防護設計方針】
・「化学薬品の漏えい影響に関する評価」に関す
る基本方針

Ⅵ－１－１－７－４　化学薬品の漏えい影響に関
する評価

2. 化学薬品の漏えい評価
2.1 防護すべき設備を内包する建屋内で発生する
化学薬品の漏えいに関する化学薬品の漏えい評価

【2. 化学薬品の漏えい評価】
・化学薬品の漏えい評価の考え方
【2.1 防護すべき設備を内包する建屋内で発生す
る化学薬品の漏えいに関する化学薬品の漏えい評
価】
・没液影響評価方法，判定基準及び評価結果
・想定した化学薬品の漏えい源から発生する化学
薬品の漏えい量と化学薬品防護区画及び化学薬品
の漏えい経路から算出した化学薬品の漏えい液位
に対し，防護すべき設備の機能喪失高さを比較し
評価する。
・没液の影響により，防護すべき設備が化学薬品
の漏えい液位に対し機能喪失高さを確保できない
おそれがある場合は，化学薬品の漏えい液位を上
回る高さまで，化学薬品の漏えい経路に漏えいに
より発生する液位や水圧に対して止水性(以下
「止水性」という。)を維持する壁，防水扉，堰
等により漏えいした化学薬品の伝播を防止する等
の対策を実施する。

※「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び
重大事故等対処設備が使用される条件の下におけ
る健全性に関する説明書」に示す重大事故等対処
設備に対する設計方針に基づく溢水評価について
も説明する。

Ⅵ－１－１－７－４　化学薬品の漏えい影響に関
する評価

2.1 防護すべき設備を内包する建屋内で発生する
化学薬品の漏えいに関する化学薬品の漏えい評価

【2.1 防護すべき設備を内包する建屋内で発生す
る化学薬品の漏えいに関する化学薬品の漏えい評
価】
・被液影響評価方法，判定基準及び評価結果
・想定した化学薬品の漏えい源からの直線軌道及
び放物線軌道の飛散による被液並びに天井面の開
口部又は貫通部からの被液に対し，影響を受ける
範囲内にある化学薬品防護対象設備が安全機能を
損なわないことを評価する。
・被液による影響評価結果を踏まえ，薬品防護板
の設置等の対策，化学薬品防護対象設備にあらゆ
る方向からの化学薬品の飛まつによっても有害な
影響を生じない保護構造を持たせる対策により化
学薬品防護対象設備が被液により安全機能を損な
わない設計とする。

※「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び
重大事故等対処設備が使用される条件の下におけ
る健全性に関する説明書」に示す重大事故等対処
設備に対する設計方針に基づく溢水評価について
も説明する。

－ －
取付箇所(区画
番号，配慮が必
要な高さ)

〇

施設共通　基本設計方針
(被液影響評価の実施)
(評価対象設備の抽出)
(保護構造)

基本方針
施設共通　基本設計方針
(被液影響評価の実施)
(評価対象設備の抽出)
(保護構造)

－ － －

〇

施設共通　基本設計方針
(没液影響評価の実施)
(機能喪失高さの設定)
化学薬品防護設備(堰)

【機能要求②】
計測制御設備
計装設備
使用済燃料貯蔵設備(プール水冷却系)
使用済燃料貯蔵設備(補給水設備)
電気設備(ディーゼル発電機)
安全冷却水系

施設共通　基本設計方針
(没液影響評価の実施)
(機能喪失高さの設定)
化学薬品防護設備(堰)

【機能要求②】
溶解設備
清澄・計量設備
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理設備(前処理建屋塔槽類廃ガス
処理設備)
換気設備(前処理建屋排気系)
安全冷却水系
建物・構築物等
分離設備
分配設備
塔槽類廃ガス処理設備(塔槽類廃ガス処理系)
塔槽類廃ガス処理設備(パルセータ廃ガス処理系)
換気設備(分離建屋給気系)
換気設備(分離建屋排気系)
安全蒸気系
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
酸回収設備第2酸回収系
冷却水設備安全冷却水系
精製建屋換気設備精製建屋給気系
精製建屋換気設備精製建屋排気系
精製建屋塔槽類排ガス処理設備塔槽類排ガス処理
系(プルトニウム系)
精製建屋塔槽類排ガス処理設備パルセータ排ガス
処理系
排ガス貯留設備
圧縮空気設備安全圧縮系
計測制御設備
制御室換気設備
安全保護回路
計装設備
制御室
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 (溶液系)
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 (ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝系)
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 (焙焼・還元
系)
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 (粉体系)
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 (還元ガス供
給系)
塔槽類廃ガス処理設備(ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備)
換気設備(ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排
気系)
前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス
処理設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設
備
前処理建屋排気系
分離建屋排気系
精製建屋排気系
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系
ディーゼル発電機
安全圧縮空気系
安全蒸気系

－－－
施設共通　基本設計方針
(洞道の評価方針)

〇
施設共通　基本設計方針
(洞道の評価方針)
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第１３条 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.5 化学薬品の漏えい評価及び防護設計方針

【2.5 化学薬品の漏えい評価及び防護設計方針】
・「化学薬品の漏えい影響に関する評価」に関す
る基本方針
・想定した化学薬品の漏えい源からの腐食性ガス
の拡散による影響を確認するために，漏えいが発
生した区画から，天井面の開口部，壁の貫通部等
を介して他区画へ伝播する条件とし，化学薬品防
護対象設備のうち電子部品を有する設備が腐食性
ガスの拡散経路以外に設置され，化学薬品防護対
象設備が腐食性ガスの影響により安全機能を損な
わないことを評価する。
・機器収納ボックス及び二重管の設置等による化
学薬品の漏えいを防止する対策並びに化学薬品防
護対象設備の設置区画への腐食性ガスの移行を防
止する対策により，化学薬品防護対象設備が腐食
性ガスの影響により安全機能を損なわない設計と
する。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.5　化学薬品の漏えい評価及びび防護設計方針

【2.5 化学薬品の漏えい評価及び防護設計方針】
・「化学薬品の漏えい影響に関する評価」に関す
る基本方針
・想定した化学薬品の漏えい源からの腐食性ガス
の拡散による影響を確認するために，漏えいが発
生した区画から，天井面の開口部，壁の貫通部等
を介して他区画へ伝播する条件とし，化学薬品防
護対象設備のうち電子部品を有する設備が腐食性
ガスの拡散経路以外に設置され，化学薬品防護対
象設備が腐食性ガスの影響により安全機能を損な
わないことを評価する。
・機器収納ボックス及び二重管の設置等による化
学薬品の漏えいを防止する対策並びに化学薬品防
護対象設備の設置区画への腐食性ガスの移行を防
止する対策により，化学薬品防護対象設備が腐食
性ガスの影響により安全機能を損なわない設計と
する。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.5 化学薬品の漏えい評価及び防護設計方

【2.5 化学薬品の漏えい評価及び防護設計方針】
・「化学薬品の漏えい影響に関する評価」に関す
る基本方針
・屋外で漏えいした化学薬品が，化学薬品防護区
画に流入しないことを評価する。
・屋外で発生を想定する化学薬品の漏えいに対し
ては，屋外で発生を想定する化学薬品の漏えいに
よる影響を評価する上で期待する範囲を境界とし
た化学薬品防護建屋内への流入を壁(貫通部の止
水処置を含む。)，防水扉等により防止する設計
とすることにより，建屋内の化学薬品防護対象設
備が安全機能を損なわない設計とする。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.5　化学薬品の漏えい評価及びび防護設計方針

【2.5 化学薬品の漏えい評価及び防護設計方針】
・「化学薬品の漏えい影響に関する評価」に関す
る基本方針
・屋外で発生を想定する化学薬品の漏えいに対
し，屋外の化学薬品防護対象設備が化学薬品の漏
えい影響により安全機能を損なわないことを評価
する。
・屋外で発生する化学薬品の漏えいに対しては，
屋外で発生を想定するタンクローリ及び化学薬品
の運搬車両の破損により没液し，屋外の化学薬品
防護対象設備の安全機能を損なわないよう，機能
喪失高さを考慮した離隔距離を確保する設計とす
る。
・また，屋外で発生を想定するタンクローリ及び
化学薬品の運搬車両の破損により被液し，屋外の
化学薬品防護対象設備の安全機能を損なわないよ
う，漏えいした化学薬品が接液しない漏えい源か
らの離隔距離を確保する設計とする。
・なお，腐食性ガスの影響については，漏えいが
発生した場合においても，大気中に速やかに拡散
され，局所的に滞留することはないことから，屋
外の化学薬品防護対象設備の安全機能を損なわな
い。

〇
基本方針
施設共通　基本設計方針
(建屋外の化学薬品の漏えい評価の実施)

－
基本方針
施設共通　基本設計方針
(建屋外の化学薬品の漏えい評価の実施)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(建屋外で発生
する化学薬品の漏えい
に関する化学薬品の漏
えい評価)

〇
基本方針
施設共通　基本設計方針
(腐食性ガス影響評価の実施)

－
基本方針
施設共通　基本設計方針
(腐食性ガス影響評価の実施)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(腐食性ガスの
影響評価)

Ⅵ－１－１－７－４　化学薬品の漏えい影響に関
する評価

2.1 防護すべき設備を内包する建屋内で発生する
化学薬品の漏えいに関する化学薬品の漏えい評価

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 化学薬品の漏えい評価】
・化学薬品の漏えい評価の考え方
【2.1 防護すべき設備を内包する建屋内で発生す
る化学薬品の漏えいに関する化学薬品の漏えい評
価】
・腐食性ガス影響評価方法，判定基準及び評価結
果
・想定した化学薬品の漏えい源からの腐食性ガス
の拡散による影響を確認するために，漏えいが発
生した区画から，天井面の開口部，壁の貫通部等
を介して他区画へ伝播する条件とし，防護すべき
設備が腐食性ガスの影響により安全機能を損なわ
ないことを評価する。
・腐食性ガスによる影響評価結果を踏まえ，化学
薬品防護対象設備のうち電子部品を有する設備を
腐食性ガスの拡散経路以外に設置する対策等によ
り，化学薬品防護対象設備が腐食性ガスの影響に
より安全機能を損なわない設計とする。

※「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び
重大事故等対処設備が使用される条件の下におけ
る健全性に関する説明書」に示す重大事故等対処
設備に対する設計方針に基づく溢水評価について
も説明する。

Ⅵ－１－１－７－４　化学薬品の漏えい影響に関
する評価

2.2 屋外で発生する化学薬品の漏えいに関する化
学薬品の漏えい評価

【2.2 屋外で発生する化学薬品の漏えいに関する
化学薬品の漏えい評価】
・屋外で発生する化学薬品の漏えいに対する影響
評価方法，判定基準及び評価結果
・屋外で漏えいした化学薬品が，化学薬品防護区
画に流入しないことを評価する。
・屋外で発生を想定する化学薬品の漏えいの影響
評価結果を踏まえ，壁(貫通部止水処置を含
む。)，防水扉等により化学薬品防護区画を有す
る化学薬品防護建屋内への流入を防止する設計と
することにより，建屋内の化学薬品防護対象設備
が安全機能を損なわない設計とする。
・屋外で発生を想定する化学薬品の漏えいに対
し，屋外の化学薬品防護対象設備が化学薬品の漏
えい影響により安全機能を損なわないことを評価
する。
・屋外で発生する化学薬品の漏えいに対しては，
屋外で発生を想定するタンクローリ及び化学薬品
の運搬車両の破損により没液し，屋外の化学薬品
防護対象設備の安全機能を損なわないよう，機能
喪失高さを考慮した離隔距離を確保する設計とす
る。
・また，屋外で発生を想定するタンクローリ及び
化学薬品の運搬車両の破損により被液し，屋外の
化学薬品防護対象設備の安全機能を損なわないよ
う，漏えいした化学薬品が接液しない漏えい源か
らの離隔距離を確保する設計とする。
・なお，腐食性ガスの影響については，漏えいが
発生した場合においても，大気中に速やかに拡散
され，局所的に滞留することはないことから，屋
外の化学薬品防護対象設備の安全機能を損なわな
い。

基本方針
施設共通　基本設計方針
(建屋外の化学薬品の漏えい評価の実施)
化学薬品防護設備(防水扉，水密扉，堰)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(建屋外で発生
する化学薬品の漏えい
に関する化学薬品の漏
えい評価)

○ －
基本方針
施設共通　基本設計方針
(建屋外の化学薬品の漏えい評価の実施)

33

7.7.3 　腐食性ガスの影響に対する評価及び防護設計方針
想定した化学薬品の漏えい源からの腐食性ガスの拡散による影響を確認す
るために，漏えいが発生した区画から，天井面の開口部，壁の貫通部等を
介して他区画へ伝播する条件とし，化学薬品防護対象設備のうち電子部品
を有する設備が腐食性ガスの拡散経路以外に設置され，腐食性ガスの影響
により安全機能を損なわないことを評価する。また，機器収納ボックス及
び二重管の設置等による化学薬品の漏えいを防止する対策並びに化学薬品
防護対象設備の設置区画への腐食性ガスの移行を防止する対策により，化
学薬品防護対象設備が腐食性ガスの影響により安全機能を損なわない設計
とする。
機器収納ボックス，二重管の化学薬品防護設備の設計方針については，第
2章　個別項目の「7.3.6　化学薬品防護設備」に示す。

評価要求

35

7.8.2　屋外の化学薬品防護対象設備に対する化学薬品の漏えい評価及び
防護設計方針
屋外で発生を想定する化学薬品の漏えいに対し，屋外の化学薬品防護対象
設備が化学薬品の漏えい影響により安全機能を損なわないことを評価す
る。
また，屋外で発生を想定する化学薬品の漏えいに対しては，想定する漏え
い源からの距離を確保する設計とすることにより，屋外の化学薬品防護対
象設備が没液，被液及び腐食性ガスの影響により安全機能を損なわない設
計とする。

設置要求
評価要求

34

7.8 　屋外で発生する化学薬品の漏えいに関する化学薬品の漏えい評価及
び防護設計方針
7.8.1　化学薬品防護建屋に対する化学薬品の漏えい評価及び防護設計方
針
屋外で漏えいした化学薬品が，化学薬品防護区画に流入しないことを評価
する。
また，屋外で発生を想定する化学薬品の漏えいに対しては，壁(貫通部止
水処置を含む。)，防水扉等により化学薬品防護区画を有する化学薬品防
護建屋内への流入を防止する設計とすることにより，建屋内の化学薬品防
護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。
壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の化学薬品防護設備の設計方針に
ついては，第2章　個別項目の「7.3.6　化学薬品防護設備」に示す。

設置要求
評価要求

【2.5 化学薬品の漏えい評価及び防護設計方針】
・「化学薬品の漏えい影響に関する評価」に関す
る基本方針
・屋外で漏えいした化学薬品が，化学薬品防護区
画に流入しないことを評価する。
・屋外で発生を想定する化学薬品の漏えいに対し
ては，屋外で発生を想定する化学薬品の漏えいに
よる影響を評価する上で期待する範囲を境界とし
た化学薬品防護建屋内への流入を壁(貫通部の止
水処置を含む。)，防水扉等により防止する設計
とすることにより，建屋内の化学薬品防護対象設
備が安全機能を損なわない設計とする。
・屋外で発生を想定する化学薬品の漏えいに対
し，屋外の化学薬品防護対象設備が化学薬品の漏
えい影響により安全機能を損なわないことを評価
する。
・屋外で発生する化学薬品の漏えいに対しては，
屋外で発生を想定するタンクローリ及び化学薬品
の運搬車両の破損により没液し，屋外の化学薬品
防護対象設備の安全機能を損なわないよう，機能
喪失高さを考慮した離隔距離を確保する設計とす
る。
・また，屋外で発生を想定するタンクローリ及び
化学薬品の運搬車両の破損により被液し，屋外の
化学薬品防護対象設備の安全機能を損なわないよ
う，漏えいした化学薬品が接液しない漏えい源か
らの離隔距離を確保する設計とする。
・なお，腐食性ガスの影響については，漏えいが
発生した場合においても，大気中に速やかに拡散
され，局所的に滞留することはないことから，屋
外の化学薬品防護対象設備の安全機能を損なわな
い。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.5 化学薬品の漏えい評価及び防護設計方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第１３条 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

基本方針
施設共通　基本設計方針
(建屋外の化学薬品の漏えい評価の実施)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(建屋外で発生
する化学薬品の漏えい
に関する化学薬品の漏
えい評価)

基本方針
施設共通　基本設計方針
(腐食性ガス影響評価の実施)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(腐食性ガスの
影響評価)

基本方針
施設共通　基本設計方針
(建屋外の化学薬品の漏えい評価の実施)
化学薬品防護設備(防水扉，水密扉，堰)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(建屋外で発生
する化学薬品の漏えい
に関する化学薬品の漏
えい評価)

33

7.7.3 　腐食性ガスの影響に対する評価及び防護設計方針
想定した化学薬品の漏えい源からの腐食性ガスの拡散による影響を確認す
るために，漏えいが発生した区画から，天井面の開口部，壁の貫通部等を
介して他区画へ伝播する条件とし，化学薬品防護対象設備のうち電子部品
を有する設備が腐食性ガスの拡散経路以外に設置され，腐食性ガスの影響
により安全機能を損なわないことを評価する。また，機器収納ボックス及
び二重管の設置等による化学薬品の漏えいを防止する対策並びに化学薬品
防護対象設備の設置区画への腐食性ガスの移行を防止する対策により，化
学薬品防護対象設備が腐食性ガスの影響により安全機能を損なわない設計
とする。
機器収納ボックス，二重管の化学薬品防護設備の設計方針については，第
2章　個別項目の「7.3.6　化学薬品防護設備」に示す。

評価要求

35

7.8.2　屋外の化学薬品防護対象設備に対する化学薬品の漏えい評価及び
防護設計方針
屋外で発生を想定する化学薬品の漏えいに対し，屋外の化学薬品防護対象
設備が化学薬品の漏えい影響により安全機能を損なわないことを評価す
る。
また，屋外で発生を想定する化学薬品の漏えいに対しては，想定する漏え
い源からの距離を確保する設計とすることにより，屋外の化学薬品防護対
象設備が没液，被液及び腐食性ガスの影響により安全機能を損なわない設
計とする。

設置要求
評価要求

34

7.8 　屋外で発生する化学薬品の漏えいに関する化学薬品の漏えい評価及
び防護設計方針
7.8.1　化学薬品防護建屋に対する化学薬品の漏えい評価及び防護設計方
針
屋外で漏えいした化学薬品が，化学薬品防護区画に流入しないことを評価
する。
また，屋外で発生を想定する化学薬品の漏えいに対しては，壁(貫通部止
水処置を含む。)，防水扉等により化学薬品防護区画を有する化学薬品防
護建屋内への流入を防止する設計とすることにより，建屋内の化学薬品防
護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。
壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の化学薬品防護設備の設計方針に
ついては，第2章　個別項目の「7.3.6　化学薬品防護設備」に示す。

設置要求
評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.5 化学薬品の漏えい評価及び防護設計方針

【2.5　化学薬品の漏えい評価及び防護設計方
針】
・「化学薬品の漏えい影響に関する評価」に関す
る基本方針

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.5 化学薬品の漏えい評価及び防護設計方

【2.5 化学薬品の漏えい評価及び防護設計方針】
・「化学薬品の漏えい影響に関する評価」に関す
る基本方針

Ⅵ－１－１－７－４　化学薬品の漏えい影響に関
する評価

2.2 屋外で発生する化学薬品の漏えいに関する化
学薬品の漏えい評価

【2.2 屋外で発生する化学薬品の漏えいに関する
化学薬品の漏えい評価】
・屋外で発生する化学薬品の漏えいに対する影響
評価方法，判定基準及び評価結果
・屋外で漏えいした化学薬品が，化学薬品防護区
画に流入しないことを評価する。
・屋外で発生を想定する化学薬品の漏えいの影響
評価結果を踏まえ，壁(貫通部止水処置を含
む。)，防水扉等により化学薬品防護区画を有す
る化学薬品防護建屋内への流入を防止する設計と
することにより，建屋内の化学薬品防護対象設備
が安全機能を損なわない設計とする。

【2.2 屋外で発生する化学薬品の漏えいに関する
化学薬品の漏えい評価】
・屋外で発生する化学薬品の漏えいに対する影響
評価方法，判定基準及び評価結果
・屋外で発生を想定する化学薬品の漏えいに対
し，屋外の化学薬品防護対象設備が化学薬品の漏
えい影響により安全機能を損なわないことを評価
する。
・屋外で発生する化学薬品の漏えいに対しては，
屋外で発生を想定するタンクローリ及び化学薬品
の運搬車両の破損により没液し，屋外の化学薬品
防護対象設備の安全機能を損なわないよう，機能
喪失高さを考慮した離隔距離を確保する設計とす
る。
・また，屋外で発生を想定するタンクローリ及び
化学薬品の運搬車両の破損により被液し，屋外の
化学薬品防護対象設備の安全機能を損なわないよ
う，漏えいした化学薬品が接液しない漏えい源か
らの離隔距離を確保する設計とする。
・なお，腐食性ガスの影響については，漏えいが
発生した場合においても，大気中に速やかに拡散
され，局所的に滞留することはないことから，屋
外の化学薬品防護対象設備の安全機能を損なわな
い。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.5 化学薬品の漏えい評価及び防護設計方針

【2.5 化学薬品の漏えい評価及び防護設計方針】
・「化学薬品の漏えい影響に関する評価」に関す
る基本方針

Ⅵ－１－１－７－４　化学薬品の漏えい影響に関
する評価

2.2 屋外で発生する化学薬品の漏えいに関する化
学薬品の漏えい評価

Ⅵ－１－１－７－４　化学薬品の漏えい影響に関
する評価

2.1 防護すべき設備を内包する建屋内で発生する
化学薬品の漏えいに関する化学薬品の漏えい評価

【2.1 防護すべき設備を内包する建屋内で発生す
る化学薬品の漏えいに関する化学薬品の漏えい評
価】
・腐食性ガス影響評価方法，判定基準及び評価結
果
・想定した化学薬品の漏えい源からの腐食性ガス
の拡散による影響を確認するために，漏えいが発
生した区画から，天井面の開口部，壁の貫通部等
を介して他区画へ伝播する条件とし，防護すべき
設備が腐食性ガスの影響により安全機能を損なわ
ないことを評価する。
・腐食性ガスによる影響評価結果を踏まえ，化学
薬品防護対象設備のうち電子部品を有する設備を
腐食性ガスの拡散経路以外に設置する対策等によ
り，化学薬品防護対象設備が腐食性ガスの影響に
より安全機能を損なわない設計とする。

※「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び
重大事故等対処設備が使用される条件の下におけ
る健全性に関する説明書」に示す重大事故等対処
設備に対する設計方針に基づく溢水評価について
も説明する。

－

〇
施設共通　基本設計方針
(建屋外の化学薬品の漏えい評価の実施)

基本方針
施設共通　基本設計方針
(建屋外の化学薬品の漏えい評価の実施)

－ － －

〇
施設共通　基本設計方針
(腐食性ガス影響評価の実施)

基本方針
施設共通　基本設計方針
(腐食性ガス影響評価の実施)

－ －

○
施設共通　基本設計方針
(建屋外の化学薬品の漏えい評価の実施)
化学薬品防護設備(防水扉，水密扉，堰)

施設共通　基本設計方針
(建屋外の化学薬品の漏えい評価の実施)
化学薬品防護設備(防水扉，水密扉，堰)

－ － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第１３条 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

36

第2章　個別項目
7.　その他再処理設備の附属施設
7.3　その他の主要な事項
7.3.6 　化学薬品防護設備
化学薬品防護設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共
通項目の「2.　地盤」，「3.　自然現象等」，「5.　火災等による損傷の
防止」，「6.　再処理施設内における溢水による損傷の防止」，「7.　再
処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」及び「9.　設備
に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 － － － － 〇 － － － －

Ⅵ－１－１－７－５　化学薬品防護設備の詳細設
計

1. 概要
2. 設計の基本方針

【1.　概要】
・本資料の説明概要
【2．設計の基本方針】
・化学薬品防護設備の設計の基本方針
・再処理施設内における化学薬品の漏えいの発生
(漏えいに伴う有毒ガスの発生を含む)により，化
学薬品防護対象設備が要求される機能を損なわな
い設計とするため，化学薬品防護に必要な設備を
設置する。
・化学薬品防護に必要な設備は，化学薬品防護区
画，化学薬品の漏えい源，漏えい量及び化学薬品
の漏えい経路，漏えいした化学薬品による水圧及
び腐食又は劣化に起因する化学薬品の損傷並びに
基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，その機能
を維持又は保持できる設計とする。

※「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び
重大事故等対処設備が使用される条件の下におけ
る健全性に関する説明書」に示す重大事故等対処
設備に対する設計方針に基づく溢水評価について
も説明する。

〇 基本方針 －

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.6 化学薬品防護設備の設計方針

基本方針
基本方針(防護設備の設
計)

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.6 化学薬品防護設備の設計方針

37

安全機能を有する施設は，再処理施設内における化学薬品の漏えいが発生
した場合(漏えいに伴い有毒ガスが発生した場合を含む)においても，安全
機能を損なわない設計とする。
そのために，再処理施設内に設置された機器及び配管の破損(地震起因を
含む。)による化学薬品の漏えい又は再処理施設内で生じる異常状態の拡
大防止のために設置される系統からの消火剤の放出による化学薬品の漏え
いが発生した場合においても，化学薬品防護設備により，化学薬品防護対
象設備が安全機能を損なわない設計とする。
化学薬品防護設備は，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，
堰，床ドレン逆止弁，薬品防護板，地震計，緊急遮断弁，機器収納ボック
ス，二重管，漏えい検知器及び液位計で構成し，以下の設計とすることに
より，化学薬品防護対象設備が化学薬品の漏えいにより安全機能を損なわ
ない設計とする。

冒頭宣言

【2.6 化学薬品防護設備の設計方針】
・「化学薬品防護設備の構造強度設計」に関する
基本方針
・安全機能を有する施設は，再処理施設内におけ
る化学薬品の漏えいが発生した場合(漏えいに伴
い有毒ガスが発生した場合を含む)においても，
安全機能を損なわない設計とする。
・そのために，再処理施設内に設置された機器及
び配管の破損(地震起因を含む。)による化学薬品
の漏えい又は再処理施設内で生じる異常状態の拡
大防止のために設置される系統からの消火剤の放
出による化学薬品の漏えいが発生した場合におい
ても，再処理施設内の壁，床，扉，堰，床段差等
の設置状況を考慮した化学薬品の漏えい評価の結
果を踏まえ設置する化学薬品防護設備により，化
学薬品防護対象設備が安全機能を損なわない設計
とする。
・化学薬品防護設備は，防水扉，水密扉，堰，床
ドレン逆止弁，貫通部止水処置，薬品防護板，地
震計，緊急遮断弁，機器収納ボックス，二重管，
漏えい検知器及び液位計で構成し，以下の設計と
することにより，化学薬品防護対象設備が化学薬
品の漏えいにより安全機能を損なわない設計とす
る。

【2.6 化学薬品防護設備の設計方針】
・「化学薬品防護設備の構造強度設計」に関する
基本方針
・安全機能を有する施設は，再処理施設内におけ
る化学薬品の漏えいが発生した場合(漏えいに伴
い有毒ガスが発生した場合を含む)においても，
安全機能を損なわない設計とする。
・そのために，再処理施設内に設置された機器及
び配管の破損(地震起因を含む。)による化学薬品
の漏えい又は再処理施設内で生じる異常状態の拡
大防止のために設置される系統からの消火剤の放
出による化学薬品の漏えいが発生した場合におい
ても，再処理施設内の壁，床，扉，堰，床段差等
の設置状況を考慮した化学薬品の漏えい評価の結
果を踏まえ設置する化学薬品防護設備により，化
学薬品防護対象設備が安全機能を損なわない設計
とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第１３条 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

36

第2章　個別項目
7.　その他再処理設備の附属施設
7.3　その他の主要な事項
7.3.6 　化学薬品防護設備
化学薬品防護設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共
通項目の「2.　地盤」，「3.　自然現象等」，「5.　火災等による損傷の
防止」，「6.　再処理施設内における溢水による損傷の防止」，「7.　再
処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」及び「9.　設備
に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 － －

基本方針
基本方針(防護設備の設
計)

37

安全機能を有する施設は，再処理施設内における化学薬品の漏えいが発生
した場合(漏えいに伴い有毒ガスが発生した場合を含む)においても，安全
機能を損なわない設計とする。
そのために，再処理施設内に設置された機器及び配管の破損(地震起因を
含む。)による化学薬品の漏えい又は再処理施設内で生じる異常状態の拡
大防止のために設置される系統からの消火剤の放出による化学薬品の漏え
いが発生した場合においても，化学薬品防護設備により，化学薬品防護対
象設備が安全機能を損なわない設計とする。
化学薬品防護設備は，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，
堰，床ドレン逆止弁，薬品防護板，地震計，緊急遮断弁，機器収納ボック
ス，二重管，漏えい検知器及び液位計で構成し，以下の設計とすることに
より，化学薬品防護対象設備が化学薬品の漏えいにより安全機能を損なわ
ない設計とする。

冒頭宣言

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－７－５　化学薬品防護設備の詳細設
計

2. 設計の基本方針

【2．設計の基本方針】
・化学薬品防護設備の設計の基本方針
・再処理施設内における化学薬品の漏えいの発生
(漏えいに伴う有毒ガスの発生を含む)により，化
学薬品防護対象設備が要求される機能を損なわな
い設計とするため，化学薬品防護に必要な設備を
設置する。
・化学薬品防護に必要な設備は，化学薬品防護区
画，化学薬品の漏えい源，漏えい量及び化学薬品
の漏えい経路，漏えいした化学薬品による水圧及
び腐食又は劣化に起因する化学薬品の損傷並びに
基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，その機能
を維持又は保持できる設計とする。

※「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び
重大事故等対処設備が使用される条件の下におけ
る健全性に関する説明書」に示す重大事故等対処
設備に対する設計方針に基づく溢水評価について
も説明する。

第１回申請と同一

〇 基本方針 基本方針 － － －

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.6 化学薬品防護設備の設計方針

【2.6 化学薬品防護設備の設計方針】

・化学薬品防護設備は，防水扉，水密扉，堰，床
ドレン逆止弁，貫通部止水処置，薬品防護板，地
震計，緊急遮断弁，機器収納ボックス，二重管，
漏えい検知器及び液位計で構成し，以下の設計と
することにより，化学薬品防護対象設備が化学薬
品の漏えいにより安全機能を損なわない設計とす
る。
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別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

Ⅵ－１－１－７－５　化学薬品防護設備の詳細設
計

3. 要求機能及び性能目標
3.1 化学薬品の伝播を防止する設備
4. 機能設計
4.1 化学薬品の伝播を防止する設備

【3．要求機能及び性能目標】
・各化学薬品防護設備に対する化学薬品の漏えい
防護上で期待する要求機能及び性能目標
【3.1　化学薬品の伝播を防止する設備】
・化学薬品の伝播を防止する設備に対する化学薬
品の漏えい防護上で期待する要求機能及び性能目
標を説明する。
【4．機能設計】
・各化学薬品防護設備の化学薬品の漏えい影響に
対して要求される機能設計上の性能目標を達成す
るための機能設計
【4.1　化学薬品の伝播を防止する設備】
・化学薬品の伝播を防止する設備の化学薬品の漏
えい影響に対して要求される機能設計上の性能目
標を達成するための機能設計の方針を説明する。

Ⅵ－１－１－７－７－１　化学薬品の漏えいへの
配慮が必要な施設の強度計算の方針

1. 概要
2. 強度評価の基本方針
3. 構造強度設計
4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界
5. 強度評価方法

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 強度評価の基本方針】
・化学薬品の漏えい防護上で期待する性能目標を
達成するための化学薬品防護設備の構造健全性に
対する強度評価の基本方針について説明する。
【3. 構造強度設計】
・化学薬品の漏えい防護上で期待する要求機能を
維持できる構造強度の設計方針の設定について説
明する。
【4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界】
・化学薬品の漏えいへの配慮が必要な施設の強度
評価に用いる荷重及び荷重の組み合わせ並びに許
容限界について説明する。
【5. 強度評価方法】
・化学薬品の漏えいへの配慮が必要な施設の強度
評価方法について説明する。

Ⅵ－１－１－７－７－２　化学薬品の漏えいへの
配慮が必要な施設の強度計算書

1. 概要
2. 基本方針
3. 強度評価方法
4. 評価条件
5. 強度評価結果

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 基本方針】
・化学薬品の漏えいへの配慮が必要な施設の位
置，構造について説明する。
【3. 強度評価方法】
・化学薬品の漏えいへの配慮が必要な施設の強度
評価方法について説明する。
【4. 評価条件】
・化学薬品の漏えいへの配慮が必要な施設の強度
評価条件について説明する。
【5. 強度評価結果】
・化学薬品の漏えいへの配慮が必要な施設の強度
評価結果について説明する。

－

【2.6 化学薬品防護設備の設計方針】
・「化学薬品防護設備の構造強度設計」に関する
基本方針
・流入防止対策として設置する防水扉，水密扉，
堰，床ドレン逆止弁及び貫通部止水処置は，壁，
扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえて流入防止
対策を図ることにより化学薬品防護区画外の化学
薬品の漏えいに対して，流入を防止する設計とす
る。
・また，化学薬品防護対象設備周囲に設置する堰
は，化学薬品防護対象設備が没液しないよう設置
する設計とする。
・流入防止対策として設置する防水扉，水密扉，
堰，床ドレン逆止弁及び貫通部止水処置並びに化
学薬品防護対象設備周囲に設置する堰は，発生し
た化学薬品の漏えいによる液位，水圧及び腐食又
は劣化に起因する化学的損傷の影響に対して流入
防止機能が維持できる設計とするとともに，基準
地震動Ｓｓによる地震力等の化学薬品の漏えいの
要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対して
必要な当該機能が損なわれない設計とする。

38

(1) 流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，
水密扉，堰及び床ドレン逆止弁は，壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏
まえて流入防止対策を図ることにより化学薬品防護区画外の化学薬品の漏
えいに対して，流入を防止する設計とする。
また，化学薬品防護対象設備周囲に設置する堰は，化学薬品防護対象設備
が没液しないよう設置する設計とする。
流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密
扉，堰及び床ドレン逆止弁並びに化学薬品防護対象設備周囲に設置する堰
は，発生した化学薬品の漏えいによる液位，水圧及び腐食又は劣化に起因
する化学的損傷の影響に対して流入防止機能が維持できる設計とするとと
もに，基準地震動Ｓｓによる地震力等の化学薬品の漏えいの要因となる事
象に伴い生じる荷重や環境に対して必要な当該機能が損なわれない設計と
する。

設置要求
機能要求②

－ － － －

施設共通　基本設計方針
(防水扉，水密扉，床ドレン逆止弁及び壁(貫通部
止水処置を含む。))
化学薬品防護設備(堰)

基本方針(防護設備の設
計)
設計方針(化学薬品防護
設備)
評価(強度計算)
評価(耐震計算)

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.6 化学薬品防護設備の設計方針

Ⅵ－１－１－７－６
化学薬品の漏えいへの配慮が必要な施設の耐震設
計

1.　概要
2.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備
の基本方針
2.1　基本方針
2.2　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備の対象
2.3　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備の耐震設計の基本方針
3.　地震力の設定
4.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備
に要求される機能及び機能維持の方針
5.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備
のその他耐震設計に係る事項

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備の
基本方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備の
基本方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備の対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備の
対象について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備の耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備の
耐震設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備に要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備に
要求される機能及び機能維持の方針について説明
する。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備のその他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備の
準拠規格，構造計画，配置計画及び機器・配管系
の支持方針について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第１３条 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

38

(1) 流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，
水密扉，堰及び床ドレン逆止弁は，壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏
まえて流入防止対策を図ることにより化学薬品防護区画外の化学薬品の漏
えいに対して，流入を防止する設計とする。
また，化学薬品防護対象設備周囲に設置する堰は，化学薬品防護対象設備
が没液しないよう設置する設計とする。
流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密
扉，堰及び床ドレン逆止弁並びに化学薬品防護対象設備周囲に設置する堰
は，発生した化学薬品の漏えいによる液位，水圧及び腐食又は劣化に起因
する化学的損傷の影響に対して流入防止機能が維持できる設計とするとと
もに，基準地震動Ｓｓによる地震力等の化学薬品の漏えいの要因となる事
象に伴い生じる荷重や環境に対して必要な当該機能が損なわれない設計と
する。

設置要求
機能要求②

施設共通　基本設計方針
(防水扉，水密扉，床ドレン逆止弁及び壁(貫通部
止水処置を含む。))
化学薬品防護設備(堰)

基本方針(防護設備の設
計)
設計方針(化学薬品防護
設備)
評価(強度計算)
評価(耐震計算)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－７－５　化学薬品防護設備の詳細設
計

3. 要求機能及び性能目標
3.1　化学薬品の伝播を防止する設備
4. 機能設計
4.1　化学薬品の伝播を防止する設備

【3．要求機能及び性能目標】
・各化学薬品防護設備に対する化学薬品の漏えい
防護上で期待する要求機能及び性能目標
【3.1　化学薬品の伝播を防止する設備】
・化学薬品の伝播を防止する設備に対する化学薬
品の漏えい防護上で期待する要求機能及び性能目
標を説明する。
【4．機能設計】
・各化学薬品防護設備の化学薬品の漏えい影響に
対して要求される機能設計上の性能目標を達成す
るための機能設計
【4.1　化学薬品の伝播を防止する設備】
・化学薬品の伝播を防止する設備の化学薬品の漏
えい影響に対して要求される機能設計上の性能目
標を達成するための機能設計の方針を説明する。

Ⅵ－１－１－７－６－１　化学薬品の漏えいへの
配慮が必要な施設の強度計算の方針

1. 概要
2. 強度評価の基本方針
3. 構造強度設計
4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界
5. 強度評価方法

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 強度評価の基本方針】
・化学薬品の漏えい防護上で期待する性能目標を
達成するための化学薬品防護設備の構造健全性に
対する強度評価の基本方針について説明する。
【3. 構造強度設計】
・化学薬品の漏えい防護上で期待する要求機能を
維持できる構造強度の設計方針の設定について説
明する。
【4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界】
・化学薬品の漏えいへの配慮が必要な施設の強度
評価に用いる荷重及び荷重の組み合わせ並びに許
容限界について説明する。
【5. 強度評価方法】
・化学薬品の漏えいへの配慮が必要な施設の強度
評価方法について説明する。

Ⅵ－１－１－７－６－２　化学薬品の漏えいへの
配慮が必要な施設の強度計算書

1. 概要
2. 基本方針
3. 強度評価方法
4. 評価条件
5. 強度評価結果

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 基本方針】
・化学薬品の漏えいへの配慮が必要な施設の位
置，構造について説明する。
【3. 強度評価方法】
・化学薬品の漏えいへの配慮が必要な施設の強度
評価方法について説明する。
【4. 評価条件】
・化学薬品の漏えいへの配慮が必要な施設の強度
評価条件について説明する。
【5. 強度評価結果】
・化学薬品の漏えいへの配慮が必要な施設の強度
評価結果について説明する。

Ⅵ－１－１－７－６
化学薬品の漏えいへの配慮が必要な施設の耐震設
計

2.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備
の基本方針
2.1　基本方針
2.2　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備の対象
2.3　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備の耐震設計の基本方針
3.　地震力の設定
4.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備
に要求される機能及び機能維持の方針
5.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備
のその他耐震設計に係る事項

【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備の
基本方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備の
基本方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備の対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備の
対象について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備の耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備の
耐震設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備に要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備に
要求される機能及び機能維持の方針について説明
する。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備のその他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備の
準拠規格，構造計画，配置計画及び機器・配管系
の支持方針について説明する。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.6 化学薬品防護設備の設計方針

【2.6 化学薬品防護設備の設計方針】
・「化学薬品防護設備の構造強度設計」に関する
基本方針
・流入防止対策として設置する防水扉，水密扉，
堰，床ドレン逆止弁及び貫通部止水処置は，壁，
扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえて流入防止
対策を図ることにより化学薬品防護区画外の化学
薬品の漏えいに対して，流入を防止する設計とす
る。
・また，化学薬品防護対象設備周囲に設置する堰
は，化学薬品防護対象設備が没液しないよう設置
する設計とする。
・流入防止対策として設置する防水扉，水密扉，
堰，床ドレン逆止弁及び貫通部止水処置並びに化
学薬品防護対象設備周囲に設置する堰は，発生し
た化学薬品の漏えいによる液位，水圧及び腐食又
は劣化に起因する化学的損傷の影響に対して流入
防止機能が維持できる設計とするとともに，基準
地震動Ｓｓによる地震力等の化学薬品の漏えいの
要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対して
必要な当該機能が損なわれない設計とする。

〇

施設共通　基本設計方針
(防水扉，水密扉，床ドレン逆止弁及び壁(貫通部
止水処置を含む。))

【機能要求②】
化学薬品防護設備(堰)

施設共通　基本設計方針
(防水扉，水密扉，床ドレン逆止弁及び壁(貫通部
止水処置を含む。))

【機能要求②】
化学薬品防護設備(堰)

－ －

主要材料
主要寸法
取付箇所（区画
番号）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第１３条 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.6 化学薬品防護設備の設計方針

【2.6 化学薬品防護設備の設計方針】
・「化学薬品防護設備の構造強度設計」に関する
基本方針
・薬品防護板は，化学薬品防護対象設備が被液に
より安全機能を損なわないよう設置する設計とす
る。
・化学薬品防護対象設備を覆う薬品防護板は，主
要部材に不燃性材料又は難燃性材料を用いて製作
し，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性
を有する設計とするとともに，機器の破損により
漏えいした化学薬品の腐食又は劣化に起因する化
学的損傷の影響に対して当該機能が損なわれない
設計とする。

Ⅵ－１－１－７－５　化学薬品防護設備の詳細設
計

3. 要求機能及び性能目標
3.1 化学薬品の伝播を防止する設備
4. 機能設計
4.1 化学薬品の伝播を防止する設備

【3．要求機能及び性能目標】
・各化学薬品防護設備に対する化学薬品の漏えい
防護上で期待する要求機能及び性能目標
【3.1　化学薬品の伝播を防止する設備】
・化学薬品の伝播を防止する設備に対する化学薬
品の漏えい防護上で期待する要求機能及び性能目
標を説明する。
【4．機能設計】
・各化学薬品防護設備の化学薬品の漏えい影響に
対して要求される機能設計上の性能目標を達成す
るための機能設計
【4.1　化学薬品の伝播を防止する設備】
・化学薬品の伝播を防止する設備の化学薬品の漏
えい影響に対して要求される機能設計上の性能目
標を達成するための機能設計の方針を説明する。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.6 化学薬品防護設備の設計方針

【2.6 化学薬品防護設備の設計方針】
・「化学薬品防護設備の構造強度設計」に関する
基本方針
・化学薬品防護建屋内又は建屋間(建屋外の洞道
含む。)に設置する緊急遮断弁は，制御建屋に設
置する地震計からの信号で作動することにより，
他建屋から流入する系統を隔離できる設計とし，
化学薬品防護区画で発生する化学薬品の漏えい量
を低減する設計とする。
・地震計及び緊急遮断弁は，基準地震動Ｓｓによ
る地震力に対して耐震性を有する設計とする。

Ⅵ－１－１－７－５　化学薬品防護設備の詳細設
計

3. 要求機能及び性能目標
3.2 化学薬品の漏えい量を低減する設備
4. 機能設計
4.2 化学薬品の漏えい量を低減する設備

【3．要求機能及び性能目標】
・各化学薬品防護設備に対する化学薬品の漏えい
防護上で期待する要求機能及び性能目標
【3.2　化学薬品の漏えい量を低減する設備】
・化学薬品の漏えい量を低減する設備に対する化
学薬品の漏えい防護上で期待する要求機能及び性
能目標を説明する。
【4．機能設計】
・各化学薬品防護設備の化学薬品の漏えい影響に
対して要求される機能設計上の性能目標を達成す
るための機能設計
【4.2　化学薬品の漏えい量を低減する設備】
・化学薬品の漏えい量を低減する設備の化学薬品
の漏えい影響に対して要求される機能設計上の性
能目標を達成するための機能設計の方針を説明す
る。

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備の
基本方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備の
基本方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備の対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備の
対象について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備の耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備の
耐震設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備に要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備に
要求される機能及び機能維持の方針について説明
する。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備のその他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備の
準拠規格，構造計画，配置計画及び機器・配管系
の支持方針について説明する。

Ⅵ－１－１－７－６
化学薬品の漏えいへの配慮が必要な施設の耐震設
計

1.　概要
2.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備
の基本方針
2.1　基本方針
2.2　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備の対象
2.3　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備の耐震設計の基本方針
3.　地震力の設定
4.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備
に要求される機能及び機能維持の方針
5.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備
のその他耐震設計に係る事項

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備の
基本方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備の
基本方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備の対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備の
対象について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備の耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備の
耐震設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備に要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備に
要求される機能及び機能維持の方針について説明
する。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備のその他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備の
準拠規格，構造計画，配置計画及び機器・配管系
の支持方針について説明する。

－－－－

－－ － － －
施設共通　基本設計方針
(遮断弁)

基本方針(防護設備の設
計)
設計方針(化学薬品防護
設備)
評価(耐震計算)

Ⅵ－１－１－７－６
化学薬品の漏えいへの配慮が必要な施設の耐震設
計

1.　概要
2.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備
の基本方針
2.1　基本方針
2.2　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備の対象
2.3　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備の耐震設計の基本方針
3.　地震力の設定
4.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備
に要求される機能及び機能維持の方針
5.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備
のその他耐震設計に係る事項

39

(2) 薬品防護板は，漏えいした化学薬品の化学薬品防護対象設備への被液
を防止する設計とし，化学薬品防護対象設備が被液により安全機能を損な
わないよう設置する設計とする。
化学薬品防護対象設備を覆う薬品防護板は，主要部材に不燃性材料又は難
燃性材料を用いて製作し，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を
有する設計とするとともに，機器の破損により漏えいした化学薬品の腐食
又は劣化に起因する化学的損傷の影響に対して当該機能が損なわれない設
計とする。

設置要求

40

(3) 化学薬品防護建屋内又は建屋間(建屋外の洞道含む。)に設置する緊急
遮断弁は，制御建屋に設置する地震計からの信号で作動することにより，
他建屋から流入する系統を隔離できる設計とし，化学薬品防護区画で発生
する化学薬品の漏えい量を低減する設計とする。
地震計及び緊急遮断弁は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を
有する設計とする。

設置要求

施設共通　基本設計方針
(薬品防護板)

基本方針(防護設備の設
計)
設計方針(化学薬品防護
設備)
評価(耐震計算)

－

394



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第１３条 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

施設共通　基本設計方針
(遮断弁)

基本方針(防護設備の設
計)
設計方針(化学薬品防護
設備)
評価(耐震計算)

39

(2) 薬品防護板は，漏えいした化学薬品の化学薬品防護対象設備への被液
を防止する設計とし，化学薬品防護対象設備が被液により安全機能を損な
わないよう設置する設計とする。
化学薬品防護対象設備を覆う薬品防護板は，主要部材に不燃性材料又は難
燃性材料を用いて製作し，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を
有する設計とするとともに，機器の破損により漏えいした化学薬品の腐食
又は劣化に起因する化学的損傷の影響に対して当該機能が損なわれない設
計とする。

設置要求

40

(3) 化学薬品防護建屋内又は建屋間(建屋外の洞道含む。)に設置する緊急
遮断弁は，制御建屋に設置する地震計からの信号で作動することにより，
他建屋から流入する系統を隔離できる設計とし，化学薬品防護区画で発生
する化学薬品の漏えい量を低減する設計とする。
地震計及び緊急遮断弁は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を
有する設計とする。

設置要求

施設共通　基本設計方針
(薬品防護板)

基本方針(防護設備の設
計)
設計方針(化学薬品防護
設備)
評価(耐震計算)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.6 化学薬品防護設備の設計方針

【2.6 化学薬品防護設備の設計方針】
・「化学薬品防護設備の構造強度設計」に関する
基本方針
・薬品防護板は，化学薬品防護対象設備が被液に
より安全機能を損なわないよう設置する設計とす
る。
・化学薬品防護対象設備を覆う薬品防護板は，主
要部材に不燃性材料又は難燃性材料を用いて製作
し，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性
を有する設計とするとともに，機器の破損により
漏えいした化学薬品の腐食又は劣化に起因する化
学的損傷の影響に対して当該機能が損なわれない
設計とする。

Ⅵ－１－１－７－５　化学薬品防護設備の詳細設
計

3. 要求機能及び性能目標
3.1　化学薬品の伝播を防止する設備
4. 機能設計
4.1　化学薬品の伝播を防止する設備

【3．要求機能及び性能目標】
・各化学薬品防護設備に対する化学薬品の漏えい
防護上で期待する要求機能及び性能目標
【3.1　化学薬品の伝播を防止する設備】
・化学薬品の伝播を防止する設備に対する化学薬
品の漏えい防護上で期待する要求機能及び性能目
標を説明する。
【4．機能設計】
・各化学薬品防護設備の化学薬品の漏えい影響に
対して要求される機能設計上の性能目標を達成す
るための機能設計
【4.1　化学薬品の伝播を防止する設備】
・化学薬品の伝播を防止する設備の化学薬品の漏
えい影響に対して要求される機能設計上の性能目
標を達成するための機能設計の方針を説明する。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.6 化学薬品防護設備の設計方針

【2.6 化学薬品防護設備の設計方針】
・「化学薬品防護設備の構造強度設計」に関する
基本方針
・化学薬品防護建屋内又は建屋間(建屋外の洞道
含む。)に設置する緊急遮断弁は，制御建屋に設
置する地震計からの信号で作動することにより，
他建屋から流入する系統を隔離できる設計とし，
化学薬品防護区画で発生する化学薬品の漏えい量
を低減する設計とする。
・地震計及び緊急遮断弁は，基準地震動Ｓｓによ
る地震力に対して耐震性を有する設計とする。

Ⅵ－１－１－７－５　化学薬品防護設備の詳細設
計

3. 要求機能及び性能目標
3.2 化学薬品の漏えい量を低減する設備
4. 機能設計
4.2 化学薬品の漏えい量を低減する設備

【3．要求機能及び性能目標】
・各化学薬品防護設備に対する化学薬品の漏えい
防護上で期待する要求機能及び性能目標
【3.2　化学薬品の漏えい量を低減する設備】
・化学薬品の漏えい量を低減する設備に対する化
学薬品の漏えい防護上で期待する要求機能及び性
能目標を説明する。
【4．機能設計】
・各化学薬品防護設備の化学薬品の漏えい影響に
対して要求される機能設計上の性能目標を達成す
るための機能設計
【4.2　化学薬品の漏えい量を低減する設備】
・化学薬品の漏えい量を低減する設備の化学薬品
の漏えい影響に対して要求される機能設計上の性
能目標を達成するための機能設計の方針を説明す
る。

Ⅵ－１－１－７－６
化学薬品の漏えいへの配慮が必要な施設の耐震設
計

2.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備
の基本方針
2.1　基本方針
2.2　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備の対象
2.3　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備の耐震設計の基本方針
3.　地震力の設定
4.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備
に要求される機能及び機能維持の方針
5.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備
のその他耐震設計に係る事項

【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備の
基本方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備の
基本方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備の対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備の
対象について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備の耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備の
耐震設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備に要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備に
要求される機能及び機能維持の方針について説明
する。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備のその他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備の
準拠規格，構造計画，配置計画及び機器・配管系
の支持方針について説明する。

Ⅵ－１－１－７－６
化学薬品の漏えいへの配慮が必要な施設の耐震設
計

2.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備
の基本方針
2.1　基本方針
2.2　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備の対象
2.3　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備の耐震設計の基本方針
3.　地震力の設定
4.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備
に要求される機能及び機能維持の方針
5.　耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備
のその他耐震設計に係る事項

【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備の
基本方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備の
基本方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備の対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備の
対象について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備の耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備の
耐震設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備に要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備に
要求される機能及び機能維持の方針について説明
する。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設
備のその他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び化学薬品防護設備の
準拠規格，構造計画，配置計画及び機器・配管系
の支持方針について説明する。

－－－
施設共通　基本設計方針
(薬品防護板)

施設共通　基本設計方針
(薬品防護板)

〇

〇
施設共通　基本設計方針
(遮断弁)

施設共通　基本設計方針
(遮断弁)

－ － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第１３条 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

43

化学薬品防護設備については，化学薬品の影響を受けたとしてもその影響
を軽減する機能が損なわれない設計にするとともに，保守点検等の運用を
適切に実施することを保安規定に定めて，管理する。

運用要求
施設共通　基本設計方針
(化学薬品防護設備の保守点検，補修)

基本方針(防護設備の設
計)

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.6 化学薬品防護設備の設計方針

【2.6 化学薬品防護設備の設計方針】
・「化学薬品防護設備の構造強度設計」に関する
基本方針
・化学薬品防護設備については，化学薬品の影響
を受けたとしてもその影響を軽減する機能が損な
われない設計にするとともに，保守点検等の運用
を適切に実施することを保安規定に定めて，管理
する。

〇
施設共通　基本設計方針
(化学薬品防護設備の保守点検，補修)

－

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.6 化学薬品防護設備の設計方針

【2.6 化学薬品防護設備の設計方針】
・「化学薬品防護設備の構造強度設計」に関する
基本方針
・化学薬品防護設備については，化学薬品の影響
を受けたとしてもその影響を軽減する機能が損な
われない設計にするとともに，保守点検等の運用
を適切に実施することを保安規定に定めて，管理
する。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.6 化学薬品防護設備の設計方針

【2.6 化学薬品防護設備の設計方針】
・「化学薬品防護設備の構造強度設計」に関する
基本方針
・化学薬品の影響を受けたとしてもその影響を軽
減する機能が損なわれない溢水防護設備について
は，化学薬品防護設備として兼用する。

Ⅵ－１－１－７－５　化学薬品防護設備の詳細設
計

1. 概要
2. 設計の基本方針

【1.　概要】
・本資料の説明概要
【2．設計の基本方針】
・化学薬品防護設備の設計の基本方針
・再処理施設内における化学薬品の漏えいの発生
により，化学薬品防護対象設備が要求される機能
を損なわない設計とするため，化学薬品防護に必
要な設備を設置する。
・化学薬品防護に必要な設備は，化学薬品防護区
画，化学薬品の漏えい源，漏えい量及び化学薬品
の漏えい経路，漏えいした化学薬品による水圧及
び腐食又は劣化に起因する化学薬品の損傷並びに
基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，その機能
を維持又は保持できる設計とする。

－ － － － －

－ － － －化学薬品防護設備
基本方針(防護設備の設
計)

－44

なお，化学薬品の影響を受けたとしてもその影響を軽減する機能が損なわ
れない溢水防護設備については，化学薬品防護設備として兼用する。

設置要求

－ － － － －

Ⅵ－１－１－７－５　化学薬品防護設備の詳細設
計

3. 要求機能及び性能目標
3.2 化学薬品の漏えい量を低減する設備
4. 機能設計
4.2 化学薬品の漏えい量を低減する設備

【3．要求機能及び性能目標】
・各化学薬品防護設備に対する化学薬品の漏えい
防護上で期待する要求機能及び性能目標
【3.2　化学薬品の漏えい量を低減する設備】
・化学薬品の漏えい量を低減する設備に対する化
学薬品の漏えい防護上で期待する要求機能及び性
能目標を説明する。
【4．機能設計】
・各化学薬品防護設備の化学薬品の漏えい影響に
対して要求される機能設計上の性能目標を達成す
るための機能設計
【4.2　化学薬品の漏えい量を低減する設備】
・化学薬品の漏えい量を低減する設備の化学薬品
の漏えい影響に対して要求される機能設計上の性
能目標を達成するための機能設計の方針を説明す
る。

施設共通　基本設計方針
(機器収納ボックス，二重管)

基本方針(防護設備の設
計)
設計方針(化学薬品防護
設備)

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.6 化学薬品防護設備の設計方針

【2.6 化学薬品防護設備の設計方針】
・「化学薬品防護設備の構造強度設計」に関する
基本方針
・機器収納ボックス及び二重管は，破損を想定す
る配管に設置することにより，化学薬品が区画内
に漏えいすることを防止し，化学薬品の漏えい量
を低減する設計とする。
・漏えい検知器及び液位計は，化学薬品の漏えい
の発生を検知し，中央制御室，使用済燃料の受入
れ施設及び貯蔵施設の制御室からの手動遠隔操作
又は現場操作により隔離を行うことで発生する化
学薬品の漏えい量を低減する設計とする。

施設共通　基本設計方針
(漏えい検知器)

基本方針(防護設備の設
計)
設計方針(化学薬品防護
設備)

41

(4) 機器収納ボックス及び二重管は，破損を想定する配管に設置すること
により，化学薬品が区画内に漏えいすることを防止し，化学薬品の漏えい
量を低減する設計とする。

設置要求

42

(5) 漏えい検知器及び液位計は，化学薬品の漏えいの発生を検知し，中央
制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室からの手動遠隔操
作又は現場操作により隔離を行うことで発生する化学薬品の漏えい量を低
減する設計とする。

設置要求

396
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別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

43

化学薬品防護設備については，化学薬品の影響を受けたとしてもその影響
を軽減する機能が損なわれない設計にするとともに，保守点検等の運用を
適切に実施することを保安規定に定めて，管理する。

運用要求
施設共通　基本設計方針
(化学薬品防護設備の保守点検，補修)

基本方針(防護設備の設
計)

化学薬品防護設備
基本方針(防護設備の設
計)

44

なお，化学薬品の影響を受けたとしてもその影響を軽減する機能が損なわ
れない溢水防護設備については，化学薬品防護設備として兼用する。

設置要求

施設共通　基本設計方針
(機器収納ボックス，二重管)

基本方針(防護設備の設
計)
設計方針(化学薬品防護
設備)

施設共通　基本設計方針
(漏えい検知器)

基本方針(防護設備の設
計)
設計方針(化学薬品防護
設備)

41

(4) 機器収納ボックス及び二重管は，破損を想定する配管に設置すること
により，化学薬品が区画内に漏えいすることを防止し，化学薬品の漏えい
量を低減する設計とする。

設置要求

42

(5) 漏えい検知器及び液位計は，化学薬品の漏えいの発生を検知し，中央
制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室からの手動遠隔操
作又は現場操作により隔離を行うことで発生する化学薬品の漏えい量を低
減する設計とする。

設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.6 化学薬品防護設備の設計方針

【2.6 化学薬品防護設備の設計方針】
・「化学薬品防護設備の構造強度設計」に関する
基本方針
・機器収納ボックス及び二重管は，破損を想定す
る配管に設置することにより，化学薬品が区画内
に漏えいすることを防止し，化学薬品の漏えい量
を低減する設計とする。

Ⅵ－１－１－７－５　化学薬品防護設備の詳細設
計

3. 要求機能及び性能目標
3.2 化学薬品の漏えい量を低減する設備
4. 機能設計
4.2 化学薬品の漏えい量を低減する設備

【3．要求機能及び性能目標】
・各化学薬品防護設備に対する化学薬品の漏えい
防護上で期待する要求機能及び性能目標
【3.2　化学薬品の漏えい量を低減する設備】
・化学薬品の漏えい量を低減する設備に対する化
学薬品の漏えい防護上で期待する要求機能及び性
能目標を説明する。
【4．機能設計】
・各化学薬品防護設備の化学薬品の漏えい影響に
対して要求される機能設計上の性能目標を達成す
るための機能設計
【4.2　化学薬品の漏えい量を低減する設備】
・化学薬品の漏えい量を低減する設備の化学薬品
の漏えい影響に対して要求される機能設計上の性
能目標を達成するための機能設計の方針を説明す
る。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.6 化学薬品防護設備の設計方針

【2.6 化学薬品防護設備の設計方針】
・「化学薬品防護設備の構造強度設計」に関する
基本方針
・漏えい検知器及び液位計は，化学薬品の漏えい
の発生を検知し，中央制御室，使用済燃料の受入
れ施設及び貯蔵施設の制御室からの手動遠隔操作
又は現場操作により隔離を行うことで発生する化
学薬品の漏えい量を低減する設計とする。

Ⅵ－１－１－７－５　化学薬品防護設備の詳細設
計

3. 要求機能及び性能目標
3.2 化学薬品の漏えい量を低減する設備
4. 機能設計
4.2 化学薬品の漏えい量を低減する設備

【3．要求機能及び性能目標】
・各化学薬品防護設備に対する化学薬品の漏えい
防護上で期待する要求機能及び性能目標
【3.2　化学薬品の漏えい量を低減する設備】
・化学薬品の漏えい量を低減する設備に対する化
学薬品の漏えい防護上で期待する要求機能及び性
能目標を説明する。
【4．機能設計】
・各化学薬品防護設備の化学薬品の漏えい影響に
対して要求される機能設計上の性能目標を達成す
るための機能設計
【4.2　化学薬品の漏えい量を低減する設備】
・化学薬品の漏えい量を低減する設備の化学薬品
の漏えい影響に対して要求される機能設計上の性
能目標を達成するための機能設計の方針を説明す
る。

Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損
傷の防止に対する基本方針

2.6 化学薬品防護設備の設計方針

【2.6 化学薬品防護設備の設計方針】
・「化学薬品防護設備の構造強度設計」に関する
基本方針
・化学薬品の影響を受けたとしてもその影響を軽
減する機能が損なわれない溢水防護設備について
は，化学薬品防護設備として兼用する。

Ⅵ－１－１－７－５　化学薬品防護設備の詳細設
計

2. 設計の基本方針

【2．設計の基本方針】
・化学薬品防護設備の設計の基本方針
・再処理施設内における化学薬品の漏えいの発生
により，化学薬品防護対象設備が要求される機能
を損なわない設計とするため，化学薬品防護に必
要な設備を設置する。
・化学薬品防護に必要な設備は，化学薬品防護区
画，化学薬品の漏えい源，漏えい量及び化学薬品
の漏えい経路，漏えいした化学薬品による水圧及
び腐食又は劣化に起因する化学薬品の損傷並びに
基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，その機能
を維持又は保持できる設計とする。

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

第１回申請と同一

－
施設共通　基本設計方針
(漏えい検知器)

施設共通　基本設計方針
(漏えい検知器)

－ －

〇
施設共通　基本設計方針
(機器収納ボックス，二重管)

施設共通　基本設計方針
(機器収納ボックス，二重管)

－ － －

－ 化学薬品防護設備 － － －〇

〇

397



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14条：安全避難通路等 

398



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十四条 安全避難通路等）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

2
　設計基準事故が発生した場合において，昼夜及び場所を問わず，再処理
施設内で事故対策のための作業が可能となるよう，避難用照明とは別に作
業用照明を設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

3

　設計基準事故に対処するために，監視，操作等が必要となる中央制御室
並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室には，作業用照明と
して運転保安灯，直流非常灯又は蓄電池内蔵型照明を設置する設計とす
る。

設置要求
運転保安灯
直流非常灯
蓄電池内蔵型照明

設計方針（照明設備） ― ― ― ― ―

4

　運転保安灯は非常用母線，直流非常灯は非常用蓄電池に接続し，非常用
ディーゼル発電機からも電力を供給できる設計とするとともに，蓄電池内
蔵型照明は非常用母線に接続し，内蔵蓄電池を備える設計とする。
　中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の直流
非常灯及び可搬型照明，中央制御室の蓄電池内蔵型照明は，全交流動力電
源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が重大事故等
対処設備から開始される前までの間，点灯可能な設計とする。

機能要求①
運転保安灯
直流非常灯
蓄電池内蔵型照明

設計方針（照明設備） ― ― ― ― ―

5
　現場作業の緊急性との関連において，仮設照明の準備に時間的猶予があ
る場合には，可搬型照明を活用する。また，可搬型照明を配備することを
保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（照明設備） ― ― ― ― ―

6
 なお，これらの設計においては，設計基準において想定する事故に対し
て再処理施設の安全性が損なわれない（安全機能を有する施設が安全機能
を損なわない。）ために必要な重大事故等対処施設への措置を含める。

設置要求
機能要求①

運転保安灯
直流非常灯
蓄電池内蔵型照明

設計方針（照明設備） ― ― ― ― ―

7

第2章　個別項目
7.その他再処理の附属施設
7.1.1　電気設備
7.1.1.8　照明設備
　照明設備は，照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない
避難用照明として，保安電源設備のディーゼル発電機，緊急時対策建屋電
源設備の緊急時対策建屋用発電機又は灯具に内蔵した蓄電池により給電で
きる誘導灯及び非常灯を設置する設計とする。

設置要求
機能要求①

誘導灯
非常灯

設計方針（照明設備） ― ― ― ― ―

8

 また，設計基準事故に対処するために，監視，操作等が必要となる中央
制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室には，作業用
照明として運転保安灯，直流非常灯又は蓄電池内蔵型照明を設置する設計
とする。

設置要求
運転保安灯
直流非常灯
蓄電池内蔵型照明

設計方針（照明設備） ― ― ― ― ―

第１回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

―

第1章　共通項目
10.その他
10.3　安全避難通路等
　再処理施設には，その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易
に識別できる安全避難通路及び照明用の電源が喪失した場合においても機
能を損なわない避難用照明として，保安電源設備のディーゼル発電機，緊
急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発電機又は灯具に内蔵した蓄電
池により給電できる誘導灯及び非常灯を設置し，安全に避難できる設計と
する。

設置要求
機能要求①

施設共通　基本設計方針
誘導灯
非常灯

設計方針（安全避難通
路）
設計方針（照明設備）

Ⅵ-1-1-9
安全避難通路等に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.施設の詳細設計方針
　3.1安全避難通路
　3.2避難用照明
4.安全避難通路等を明示した図面

【安全避難通路の設置】
・その位置を明確かつ恒久的に表示することによ
り容易に識別できる安全避難通路を設置する設計
とする。

【避難用照明の設置】
・避難用照明として誘導灯及び非常灯を設置する
設計とする。
・誘導灯及び非常灯は，ディーゼル発電機，緊急
時対策建屋用発電機又は灯具に内蔵した蓄電池か
ら給電可能な設計とする。
・安全避難通路に設置する誘導灯及び非常灯の取
付箇所について表で示す。

【安全避難通路等を明示した図面】
・添付図面にて，安全避難通路を明示した図面を
示す。
・添付図面にて，照明設備の取付箇所を明示した
図面を示す。

1

Ⅵ-1-1-9
安全避難通路等に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.施設の詳細設計方針
　3.3設計基準事故が発生した場合に用いる作業
用照明
4.安全避難通路等を明示した図面

【作業用照明の設置】
・設計基準事故が発生した場合に用いる作業用照
明（前号の避難用の照明を除く。）及びその専用
の電源を設置する設計とする。

【安全避難通路等を明示した図面】
・添付図面にて，照明設備の取付箇所を明示した
図面を示す。

―

Ⅵ-1-1-9
安全避難通路等に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.施設の詳細設計方針
　3.2避難用照明
　3.3設計基準事故が発生した場合に用いる作業
用照明
4.安全避難通路等を明示した図面

【避難用照明の設置】
・避難用照明として誘導灯及び非常灯を設置する
設計とする。
・誘導灯及び非常灯は，ディーゼル発電機，緊急
時対策建屋用発電機又は灯具に内蔵した蓄電池か
ら給電可能な設計とする。
・安全避難通路に設置する誘導灯及び非常灯の取
付箇所について表で示す。

【作業用照明の設置】
・設計基準事故が発生した場合に用いる作業用照
明（前号の避難用の照明を除く。）及びその専用
の電源を設置する設計とする。

【安全避難通路等を明示した図面】
・添付図面にて，照明設備の取付箇所を明示した
図面を示す。

― ― ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十四条 安全避難通路等）

別紙２

2
　設計基準事故が発生した場合において，昼夜及び場所を問わず，再処理
施設内で事故対策のための作業が可能となるよう，避難用照明とは別に作
業用照明を設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

3

　設計基準事故に対処するために，監視，操作等が必要となる中央制御室
並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室には，作業用照明と
して運転保安灯，直流非常灯又は蓄電池内蔵型照明を設置する設計とす
る。

設置要求
運転保安灯
直流非常灯
蓄電池内蔵型照明

設計方針（照明設備）

4

　運転保安灯は非常用母線，直流非常灯は非常用蓄電池に接続し，非常用
ディーゼル発電機からも電力を供給できる設計とするとともに，蓄電池内
蔵型照明は非常用母線に接続し，内蔵蓄電池を備える設計とする。
　中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の直流
非常灯及び可搬型照明，中央制御室の蓄電池内蔵型照明は，全交流動力電
源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が重大事故等
対処設備から開始される前までの間，点灯可能な設計とする。

機能要求①
運転保安灯
直流非常灯
蓄電池内蔵型照明

設計方針（照明設備）

5
　現場作業の緊急性との関連において，仮設照明の準備に時間的猶予があ
る場合には，可搬型照明を活用する。また，可搬型照明を配備することを
保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（照明設備）

6
 なお，これらの設計においては，設計基準において想定する事故に対し
て再処理施設の安全性が損なわれない（安全機能を有する施設が安全機能
を損なわない。）ために必要な重大事故等対処施設への措置を含める。

設置要求
機能要求①

運転保安灯
直流非常灯
蓄電池内蔵型照明

設計方針（照明設備）

7

第2章　個別項目
7.その他再処理の附属施設
7.1.1　電気設備
7.1.1.8　照明設備
　照明設備は，照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない
避難用照明として，保安電源設備のディーゼル発電機，緊急時対策建屋電
源設備の緊急時対策建屋用発電機又は灯具に内蔵した蓄電池により給電で
きる誘導灯及び非常灯を設置する設計とする。

設置要求
機能要求①

誘導灯
非常灯

設計方針（照明設備）

8

 また，設計基準事故に対処するために，監視，操作等が必要となる中央
制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室には，作業用
照明として運転保安灯，直流非常灯又は蓄電池内蔵型照明を設置する設計
とする。

設置要求
運転保安灯
直流非常灯
蓄電池内蔵型照明

設計方針（照明設備）

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第1章　共通項目
10.その他
10.3　安全避難通路等
　再処理施設には，その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易
に識別できる安全避難通路及び照明用の電源が喪失した場合においても機
能を損なわない避難用照明として，保安電源設備のディーゼル発電機，緊
急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発電機又は灯具に内蔵した蓄電
池により給電できる誘導灯及び非常灯を設置し，安全に避難できる設計と
する。

設置要求
機能要求①

施設共通　基本設計方針
誘導灯
非常灯

設計方針（安全避難通
路）
設計方針（照明設備）

1

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

〇 基本方針 基本方針 ― ― ―

〇
運転保安灯
直流非常灯

運転保安灯
直流非常灯
蓄電池内蔵型照明

― ― ―

〇
運転保安灯
直流非常灯

運転保安灯
直流非常灯
蓄電池内蔵型照明

― ― ―

〇 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 ― ― ―

〇
運転保安灯
直流非常灯

運転保安灯
直流非常灯
蓄電池内蔵型照明

― ― ―

〇
誘導灯
非常灯

誘導灯
非常灯

― ― ―

〇
運転保安灯
直流非常灯

運転保安灯
直流非常灯
蓄電池内蔵型照明

― ― ―

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

第２回

Ⅵ-1-1-9
安全避難通路等に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.施設の詳細設計方針
　3.3設計基準事故が発生した場合に用いる作業
用照明
4.安全避難通路等を明示した図面

【作業用照明の設置】
・設計基準事故が発生した場合に用いる作業用照
明（前号の避難用の照明を除く。）及びその専用
の電源を設置する設計とする。

【安全避難通路等を明示した図面】
・添付図面にて，照明設備の取付箇所を明示した
図面を示す。

Ⅵ-1-1-9
安全避難通路等に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.施設の詳細設計方針
　3.2避難用照明
　3.3設計基準事故が発生した場合に用いる作業
用照明
4.安全避難通路等を明示した図面

【避難用照明の設置】
・避難用照明として誘導灯及び非常灯を設置する
設計とする。
・誘導灯及び非常灯は，ディーゼル発電機，緊急
時対策建屋用発電機又は灯具に内蔵した蓄電池か
ら給電可能な設計とする。
・安全避難通路に設置する誘導灯及び非常灯の取
付箇所について表で示す。

【作業用照明の設置】
・設計基準事故が発生した場合に用いる作業用照
明（前号の避難用の照明を除く。）及びその専用
の電源を設置する設計とする。

【安全避難通路等を明示した図面】
・添付図面にて，照明設備の取付箇所を明示した
図面を示す。

施設共通　基本設計方針
誘導灯
非常灯

― ― ―

Ⅵ-1-1-9
安全避難通路等に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.施設の詳細設計方針
　3.1安全避難通路
　3.2避難用照明
4.安全避難通路等を明示した図面

施設共通　基本設計方針
誘導灯
非常灯

〇

【安全避難通路の設置】
・その位置を明確かつ恒久的に表示することによ
り容易に識別できる安全避難通路を設置する設計
とする。

【避難用照明の設置】
・避難用照明として誘導灯及び非常灯を設置する
設計とする。
・誘導灯及び非常灯は，ディーゼル発電機，緊急
時対策建屋用発電機又は灯具に内蔵した蓄電池か
ら給電可能な設計とする。
・安全避難通路に設置する誘導灯及び非常灯の取
付箇所について表で示す。

【安全避難通路等を明示した図面】
・添付図面にて，安全避難通路を明示した図面を
示す。
・添付図面にて，照明設備の取付箇所を明示した
図面を示す。
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第15条：安全上重要な施設 

第16条：安全機能を有する施設 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十五条 安全上重要な施設，第十六条 安全機能を有する施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第1章 共通項目
9.　設備に対する要求
9.1 　安全機能を有する施設
9.1.1 　安全機能を有する施設に対する設計方針

(1) 安全機能を有する施設の基本的な設計
再処理施設のうち，重大事故等対処施設を除いたものを設計基準対象の施
設とし，安全機能を有する構築物，系統及び機器を，安全機能を有する施
設とする。

定義 基本方針 基本方針 ○ 基本方針 －

2

また，安全機能を有する施設のうち，その機能喪失により，公衆又は従事
者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事故時に公衆又は
従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，放射性物質又は
放射線が再処理施設を設置する敷地外へ放出されることを抑制し又は防止
する構築物，系統及び機器から構成される施設を，安全上重要な施設とす
る。

定義 基本方針 基本方針 ○ 基本方針 －

3
安全機能を有する施設は，その安全機能の重要度に応じて，その機能を確
保する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

2 基本方針
3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.1 安全機能を有する施設の基本的な設計

【3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.1 安全機能を有する施設の基本的な設計】

・安全機能を有する施設は，その安全機能の重要
度に応じて，その機能が確保されたものとする

○ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

2 基本方針
3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.1 安全機能を有する施設の基本的な設計

【3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.1 安全機能を有する施設の基本的な設計】

・安全機能を有する施設は，その安全機能の重要
度に応じて，その機能が確保されたものとする

4

安全機能を有する施設は，運転時の異常な過渡変化時において，温度，圧
力，流量その他の再処理施設の状態を示す事項を安全設計上許容される範
囲内に維持できる設計とする。また，設計基準事故時においては，敷地周
辺の公衆に放射線障害を及ぼさない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

2 基本方針
3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.1 安全機能を有する施設の基本的な設計

【2 基本方針】
【3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.1 安全機能を有する施設の基本的な設計】

安全機能を有する施設は，運転時の異常な過渡変
化時においては，温度，圧力，流量その他の再処
理施設の状態を示す事項を安全設計上許容される
範囲内に維持できる設計とする。また，設計基準
事故時においては，敷地周辺の公衆に放射線障害
を及ぼさない設計とする。

○ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

2 基本方針
3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.1 安全機能を有する施設の基本的な設計

【2 基本方針】
【3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.1 安全機能を有する施設の基本的な設計】

安全機能を有する施設は，運転時の異常な過渡変
化時においては，温度，圧力，流量その他の再処
理施設の状態を示す事項を安全設計上許容される
範囲内に維持できる設計とする。また，設計基準
事故時においては，敷地周辺の公衆に放射線障害
を及ぼさない設計とする。

5

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に係る設備の設計方針について
は，第２章　個別項目の「1. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設」，
「2.1 せん断処理施設」，「2.2 溶解施設」，「2.3 分離施設」，「2.4
精製施設」，「2.5 脱硝施設」，「2.6 酸及び溶媒の回収施設」，「3.
製品貯蔵施設」，「4.1 計測制御設備」，「4.2 安全保護回路」，「4.3
制御室」，「5.1 気体廃棄物の廃棄施設」，「5.2 液体廃棄物の廃棄施
設」，「5.3 固体廃棄物の廃棄施設」，「6. 放射線管理施設」，「7.1.1
電気設備」，「7.1.2 圧縮空気設備」，「7.2.2 冷却水設備」，「7.2.3
蒸気供給設備」，「7.3.1 分析設備」，「7.3.9 緊急時対策所」，
「7.3.10 通信連絡設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

2 基本方針
3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.1 安全機能を有する施設の基本的な設計

【2 基本方針】
【3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.1 安全機能を有する施設の基本的な設計】
運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に係る
設備について記載する。

○ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

2 基本方針
3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.1 安全機能を有する施設の基本的な設計

【2 基本方針】
【3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.1 安全機能を有する施設の基本的な設計】
運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に係る
設備について記載する。

6
なお，安全機能を有する施設並びに核物質防護及び保障措置の設備は，設
備間において相互影響を考慮した設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

2 基本方針
3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.1 安全機能を有する施設の基本的な設計

【2 基本方針】
【3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.1 安全機能を有する施設の基本的な設計】

なお，安全機能を有する施設並びに核物質防護及
び保障措置の設備は，設備間において相互影響を
考慮した設計とする。

○ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

2 基本方針
3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.1 安全機能を有する施設の基本的な設計

【2 基本方針】
【3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.1 安全機能を有する施設の基本的な設計】

なお，安全機能を有する施設並びに核物質防護及
び保障措置の設備は，設備間において相互影響を
考慮した設計とする。

第１回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

1 概要
2 基本方針
3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.1 安全機能を有する施設の基本的な設計

Ⅵ-1-1-4-1-1　安全上重要な施設に関する説明書

【1 概要】
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書の概要について記載す
る。
【2 基本方針】
安全機能を有する施設の設計の基本方針について
記載する。
【3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.1 安全機能を有する施設の基本的な設計】
・安全機能を有する施設及び安全上重要な施設の
定義について説明する。
・安全機能を有する施設は，その安全機能の重要
度に応じて，その機能が確保されたものとする。

【Ⅵ-1-1-4-1-1　安全上重要な施設に関する説明
書】
・安全上重要な施設の分類を示す。
・安全上重要な施設の選定の具体化に当たっての
主要な考え方を示す。
・安全上重要な施設の範囲を示す。

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

1 概要
2 基本方針
3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.1 安全機能を有する施設の基本的な設計

Ⅵ-1-1-4-1-1　安全上重要な施設に関する説明書

【1 概要】
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書の概要について記載す
る。
【2 基本方針】
安全機能を有する施設の設計の基本方針について
記載する。
【3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.1 安全機能を有する施設の基本的な設計】
・安全機能を有する施設及び安全上重要な施設の
定義について説明する。
・安全機能を有する施設は，その安全機能の重要
度に応じて，その機能が確保されたものとする。

【Ⅵ-1-1-4-1-1　安全上重要な施設に関する説明
書】
・安全上重要な施設の分類を示す。
・安全上重要な施設の選定の具体化に当たっての
主要な考え方を示す。
・安全上重要な施設の範囲を示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十五条 安全上重要な施設，第十六条 安全機能を有する施設）

別紙２

1

第1章 共通項目
9.　設備に対する要求
9.1 　安全機能を有する施設
9.1.1 　安全機能を有する施設に対する設計方針

(1) 安全機能を有する施設の基本的な設計
再処理施設のうち，重大事故等対処施設を除いたものを設計基準対象の施
設とし，安全機能を有する構築物，系統及び機器を，安全機能を有する施
設とする。

定義 基本方針 基本方針

2

また，安全機能を有する施設のうち，その機能喪失により，公衆又は従事
者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事故時に公衆又は
従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，放射性物質又は
放射線が再処理施設を設置する敷地外へ放出されることを抑制し又は防止
する構築物，系統及び機器から構成される施設を，安全上重要な施設とす
る。

定義 基本方針 基本方針

3
安全機能を有する施設は，その安全機能の重要度に応じて，その機能を確
保する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

4

安全機能を有する施設は，運転時の異常な過渡変化時において，温度，圧
力，流量その他の再処理施設の状態を示す事項を安全設計上許容される範
囲内に維持できる設計とする。また，設計基準事故時においては，敷地周
辺の公衆に放射線障害を及ぼさない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

5

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に係る設備の設計方針について
は，第２章　個別項目の「1. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設」，
「2.1 せん断処理施設」，「2.2 溶解施設」，「2.3 分離施設」，「2.4
精製施設」，「2.5 脱硝施設」，「2.6 酸及び溶媒の回収施設」，「3.
製品貯蔵施設」，「4.1 計測制御設備」，「4.2 安全保護回路」，「4.3
制御室」，「5.1 気体廃棄物の廃棄施設」，「5.2 液体廃棄物の廃棄施
設」，「5.3 固体廃棄物の廃棄施設」，「6. 放射線管理施設」，「7.1.1
電気設備」，「7.1.2 圧縮空気設備」，「7.2.2 冷却水設備」，「7.2.3
蒸気供給設備」，「7.3.1 分析設備」，「7.3.9 緊急時対策所」，
「7.3.10 通信連絡設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

6
なお，安全機能を有する施設並びに核物質防護及び保障措置の設備は，設
備間において相互影響を考慮した設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回申請と同一

第２回

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十五条 安全上重要な施設，第十六条 安全機能を有する施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

7

再処理施設において再処理を行う使用済燃料は，発電用の軽水減速，軽水
冷却，沸騰水型原子炉(以下「BWR」という。)及び軽水減速，軽水冷却，
加圧水型原子炉(以下「PWR」という。)の使用済ウラン燃料集合体であっ
て，以下の仕様を満たすものである。

a. 濃縮度
照射前燃料 高濃縮度：5wt%
使用済燃料集合体平均濃縮度：3.5wt%以下

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ○ 基本方針 －

8

b. 冷却期間
使用済燃料 終取出し前の原子炉停止時から再処理施設に受け入れるまで
の冷却期間：4年以上

ただし，燃料貯蔵プールの容量3,000t･UPrのうち，冷却期間4年以上12年

未満の使用済燃料の貯蔵量が600t･UPr未満，それ以外は冷却期間12年以上

となるよう受け入れを管理する。

使用済燃料集合体 終取出し前の原子炉停止時からせん断処理するまでの
冷却期間：15年以上

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ○ 基本方針 －

9

c. 燃焼度
使用済燃料集合体 高燃焼度 ： 55,000MWd/t･UPr

１日当たりに処理する使用済燃料の平均燃焼度：45,000MWd/t･UPr以下

ここでいうt･UPrは，照射前金属ウラン重量換算である。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ○ 基本方針 －

10

ただし，再処理施設の安全機能を有する施設の設計については，新規制基
準施行以前の事業指定（変更許可）申請書に示される設計条件を維持する
こととし，使用済燃料の仕様のうち冷却期間を以下の条件とする。

使用済燃料 終取出し前の原子炉停止時から再処理施設に受け入れるまで
の冷却期間：1年以上
使用済燃料集合体 終取出し前の原子炉停止時からせん断処理するまでの
冷却期間：4年以上

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ○ 基本方針 －

11

(2) 環境条件の考慮
安全機能を有する施設は，その安全機能の重要度に応じて，材料疲労，劣
化等に対しても十分な余裕を持って機能維持が可能となるよう，運転時，
停止時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に想定される圧
力，温度，湿度，放射線量，荷重，屋外の天候による影響（凍結及び降
水），電磁的障害及び周辺機器等からの悪影響の全ての環境条件におい
て，その安全機能を発揮することができる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針（環境条件）

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.2 環境条件

【3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.2 環境条件】
・安全上重要な施設の設計条件については，材料
疲労，劣化等に対しても十分な余裕を持って機能
維持が可能となるよう，各種の環境条件を考慮
し，十分安全側の条件を与えることにより，期待
されている安全機能を発揮できる設計とする。
・安全機能を有する施設は，環境条件に対して機
能を維持すること若しくは環境条件による損傷を
考慮して代替設備により必要な機能を確保するこ
となどにより，その安全機能を発揮することがで
きる設計とする。
・各種環境条件の詳細について説明する。

〇 基本設計方針 －

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.2 環境条件

【3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.2 環境条件】
・安全上重要な施設の設計条件については，材料
疲労，劣化等に対しても十分な余裕を持って機能
維持が可能となるよう，各種の環境条件を考慮
し，十分安全側の条件を与えることにより，期待
されている安全機能を発揮できる設計とする。
・安全機能を有する施設は，環境条件に対して機
能を維持すること若しくは環境条件による損傷を
考慮して代替設備により必要な機能を確保するこ
となどにより，その安全機能を発揮することがで
きる設計とする。
・各種環境条件の詳細について説明する。

12

a.　環境圧力，環境温度及び湿度による影響，放射線による影響，屋外の
天候による影響（凍結及び降水）並びに荷重
安全機能を有する施設は，運転時，停止時，運転時の異常な過渡変化時及
び設計基準事故時における環境圧力，環境温度及び湿度による影響，放射
線による影響，屋外の天候による影響（凍結及び降水）並びに荷重を考慮
しても，安全機能を発揮できる設計とする。

機能要求① 施設共通　基本設計方針 基本方針（環境条件）

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.2 環境条件

【3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.2 環境条件】
・環境圧力，環境温度の詳細について説明する。

〇 施設共通　基本設計方針 －

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.2 環境条件

【3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.2 環境条件】
・環境圧力，環境温度の詳細について説明する。

13

b. 電磁波による影響
電磁的障害に対しては，安全機能を有する施設は，運転時，停止時，運転
時の異常な過渡変化時及び設計基準事故が発生した場合においても，電磁
波によりその安全機能が損なわれない設計とする。

機能要求① 施設共通　基本設計方針 基本方針（環境条件）

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.2 環境条件

【3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.2 環境条件】
・安全機能を有する施設のうち電磁波に対する考
慮が必要な機器は，運転時，停止時，運転時の異
常な過渡変化時及び設計基準事故が発生した場合
においても，電磁波によりその機能が損なわれな
い設計とする。

〇 施設共通　基本設計方針 －

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.2 環境条件

【3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.2 環境条件】
・安全機能を有する施設のうち電磁波に対する考
慮が必要な機器は，運転時，停止時，運転時の異
常な過渡変化時及び設計基準事故が発生した場合
においても，電磁波によりその機能が損なわれな
い設計とする。

14

c. 周辺機器等からの悪影響
安全機能を有する施設は，地震，火災，溢水，化学薬品の漏えい及びその
他の自然現象並びに人為事象による他設備からの悪影響により，安全機能
が損なわれないよう措置を講じた設計とする。

機能要求① 施設共通　基本設計方針 基本方針（環境条件）

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.2 環境条件

【3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.2 環境条件】
・安全機能を有する施設は，地震，火災，溢水及
びその他の自然現象並びに人為事象による他設備
からの悪影響により，再処理施設としての安全機
能が損なわれないよう措置を講じた設計とする。

〇 施設共通　基本設計方針 －

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.2 環境条件

【3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.2 環境条件】
・安全機能を有する施設は，地震，火災，溢水及
びその他の自然現象並びに人為事象による他設備
からの悪影響により，再処理施設としての安全機
能が損なわれないよう措置を講じた設計とする。

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.1 安全機能を有する施設の基本的な設計

【3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.1 安全機能を有する施設の基本的な設計】

・再処理施設の安全設計の前提条件となる再処理
する使用済燃料の仕様を示す。

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.1 安全機能を有する施設の基本的な設計

【3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.1 安全機能を有する施設の基本的な設計】

・再処理施設の安全設計の前提条件となる再処理
する使用済燃料の仕様を示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十五条 安全上重要な施設，第十六条 安全機能を有する施設）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

7

再処理施設において再処理を行う使用済燃料は，発電用の軽水減速，軽水
冷却，沸騰水型原子炉(以下「BWR」という。)及び軽水減速，軽水冷却，
加圧水型原子炉(以下「PWR」という。)の使用済ウラン燃料集合体であっ
て，以下の仕様を満たすものである。

a. 濃縮度
照射前燃料 高濃縮度：5wt%
使用済燃料集合体平均濃縮度：3.5wt%以下

冒頭宣言 基本方針 基本方針

8

b. 冷却期間
使用済燃料 終取出し前の原子炉停止時から再処理施設に受け入れるまで
の冷却期間：4年以上

ただし，燃料貯蔵プールの容量3,000t･UPrのうち，冷却期間4年以上12年

未満の使用済燃料の貯蔵量が600t･UPr未満，それ以外は冷却期間12年以上

となるよう受け入れを管理する。

使用済燃料集合体 終取出し前の原子炉停止時からせん断処理するまでの
冷却期間：15年以上

冒頭宣言 基本方針 基本方針

9

c. 燃焼度
使用済燃料集合体 高燃焼度 ： 55,000MWd/t･UPr

１日当たりに処理する使用済燃料の平均燃焼度：45,000MWd/t･UPr以下

ここでいうt･UPrは，照射前金属ウラン重量換算である。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

10

ただし，再処理施設の安全機能を有する施設の設計については，新規制基
準施行以前の事業指定（変更許可）申請書に示される設計条件を維持する
こととし，使用済燃料の仕様のうち冷却期間を以下の条件とする。

使用済燃料 終取出し前の原子炉停止時から再処理施設に受け入れるまで
の冷却期間：1年以上
使用済燃料集合体 終取出し前の原子炉停止時からせん断処理するまでの
冷却期間：4年以上

冒頭宣言 基本方針 基本方針

11

(2) 環境条件の考慮
安全機能を有する施設は，その安全機能の重要度に応じて，材料疲労，劣
化等に対しても十分な余裕を持って機能維持が可能となるよう，運転時，
停止時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に想定される圧
力，温度，湿度，放射線量，荷重，屋外の天候による影響（凍結及び降
水），電磁的障害及び周辺機器等からの悪影響の全ての環境条件におい
て，その安全機能を発揮することができる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針（環境条件）

12

a.　環境圧力，環境温度及び湿度による影響，放射線による影響，屋外の
天候による影響（凍結及び降水）並びに荷重
安全機能を有する施設は，運転時，停止時，運転時の異常な過渡変化時及
び設計基準事故時における環境圧力，環境温度及び湿度による影響，放射
線による影響，屋外の天候による影響（凍結及び降水）並びに荷重を考慮
しても，安全機能を発揮できる設計とする。

機能要求① 施設共通　基本設計方針 基本方針（環境条件）

13

b. 電磁波による影響
電磁的障害に対しては，安全機能を有する施設は，運転時，停止時，運転
時の異常な過渡変化時及び設計基準事故が発生した場合においても，電磁
波によりその安全機能が損なわれない設計とする。

機能要求① 施設共通　基本設計方針 基本方針（環境条件）

14

c. 周辺機器等からの悪影響
安全機能を有する施設は，地震，火災，溢水，化学薬品の漏えい及びその
他の自然現象並びに人為事象による他設備からの悪影響により，安全機能
が損なわれないよう措置を講じた設計とする。

機能要求① 施設共通　基本設計方針 基本方針（環境条件）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 －

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.2 環境条件

【3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.2 環境条件】
・屋内設置設備に係る環境条件等について、記載
を拡充する。

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十五条 安全上重要な施設，第十六条 安全機能を有する施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

15

(3) 操作性の考慮
安全機能を有する施設の設置場所は，運転時，停止時，運転時の異常な過
渡変化時及び設計基準事故時においても従事者による操作及び復旧作業に
支障がないように，遮蔽の設置や線源からの離隔により放射線量が高くな
るおそれの少ない場所を選定した上で，設置場所から操作可能，放射線の
影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作可能，又は
過度な放射線被ばくを受けないよう遮蔽機能を確保した中央制御室若しく
は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室から操作可能な設計とす
る。
また，従事者が必要な操作及び措置を行えるように換気設備を設ける設計
とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針 基本方針（操作性）

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.3 操作性の考慮

【3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.3 操作性の考慮】
安全機能を有する施設の設置場所は，運転時，停
止時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事
故時においても従事者による操作及び復旧作業に
支障がないように，遮蔽の設置や線源からの離隔
により放射線量が高くなるおそれの少ない場所を
選定した上で，設置場所から操作可能，放射線の
影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所か
ら遠隔で操作可能，又は過度な放射線被ばくを受
けないよう遮蔽機能を確保した中央制御室若しく
は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
から操作可能な設計とする。
また，従事者が必要な操作及び措置を行えるよう
に換気設備を設ける設計とする。

〇 安全機能を有する施設 －

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.3 操作性の考慮

【3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.3 操作性の考慮】
安全機能を有する施設の設置場所は，運転時，停
止時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事
故時においても従事者による操作及び復旧作業に
支障がないように，遮蔽の設置や線源からの離隔
により放射線量が高くなるおそれの少ない場所を
選定した上で，設置場所から操作可能，放射線の
影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所か
ら遠隔で操作可能，又は過度な放射線被ばくを受
けないよう遮蔽機能を確保した中央制御室若しく
は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
から操作可能な設計とする。
また，従事者が必要な操作及び措置を行えるよう
に換気設備を設ける設計とする。

16

安全機能を有する施設は，運転員による誤操作を防止するため，機器，配
管，弁及び盤に対して系統等による色分けや銘板取り付け等による識別管
理等を行い，人間工学上の諸因子，操作性及び保守点検を考慮した盤の配
置を行うとともに，計器表示，警報表示により再処理施設の状態が正確か
つ迅速に把握できる設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針（操作性）

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.3 操作性の考慮

【3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.3 操作性の考慮】

安全機能を有する施設は，運転員による誤操作を
防止するため，機器，配管，弁及び盤に対して系
統による色分け，銘板取り付け，機器の状態及び
操作禁止を示すタグの取付け，操作器具の色，形
状の視覚的要素による識別並びに警報の重要度ご
との色分けによる識別管理を行い，人間工学上の
諸因子，操作性及び保守点検を考慮した盤の配置
並びに誤操作防止カバーの設置等を行うととも
に，計器表示，警報表示により再処理施設の状態
が正確かつ迅速に把握できる設計とする。

○ 施設共通　基本設計方針 －

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.3 操作性の考慮

【3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.3 操作性の考慮】

安全機能を有する施設は，運転員による誤操作を
防止するため，機器，配管，弁及び盤に対して系
統による色分け，銘板取り付け，機器の状態及び
操作禁止を示すタグの取付け，操作器具の色，形
状の視覚的要素による識別並びに警報の重要度ご
との色分けによる識別管理を行い，人間工学上の
諸因子，操作性及び保守点検を考慮した盤の配置
並びに誤操作防止カバーの設置等を行うととも
に，計器表示，警報表示により再処理施設の状態
が正確かつ迅速に把握できる設計とする。

17

また，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の発生後，ある時間まで
は，運転員の操作を期待しなくても必要な安全上の機能が確保されるよ
う，時間余裕が少ない場合においても安全保護回路により，異常事象を速
やかに収束させることが可能な設計とする。

機能要求① 安全機能を有する施設 基本方針（操作性）

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.3 操作性の考慮

【3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.3 操作性の考慮】

また，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故
の発生後，ある時間までは，運転員の操作を期待
しなくても必要な安全上の機能が確保される設計
とする。時間余裕が少ない場合においても安全保
護回路により，異常事象を速やかに収束させるこ
とが可能な設計とする。

○ 安全機能を有する施設 －

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.3 操作性の考慮

【3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.3 操作性の考慮】

また，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故
の発生後，ある時間までは，運転員の操作を期待
しなくても必要な安全上の機能が確保される設計
とする。時間余裕が少ない場合においても安全保
護回路により，異常事象を速やかに収束させるこ
とが可能な設計とする。

18

安全上重要な施設は，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発生し
た状況下（混乱した状態等）であっても，容易に操作ができるよう，中央
制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の制御盤や現
場の機器，配管，弁及び盤に対して，誤操作を防止するための措置を講
じ，また，簡単な手順によって必要な操作が行える等の運転員に与える負
荷を少なくすることができる設計とする。

機能要求①
運用要求

施設共通　基本設計方針 基本方針（操作性）

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.3 操作性の考慮

【3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.3 操作性の考慮】

安全上重要な施設は，運転時の異常な過渡変化又
は設計基準事故が発生した状況下（混乱した状態
等）であっても，容易に操作ができるよう，中央
制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設の制御室の制御盤や現場の機器，配管，弁及び
盤に対して，誤操作を防止するための措置を講
じ，また，簡単な手順によって必要な操作が行え
る等の運転員に与える負荷を少なくすることがで
きる設計とする。

○ 施設共通　基本設計方針 －

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.3 操作性の考慮

【3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.3 操作性の考慮】

安全上重要な施設は，運転時の異常な過渡変化又
は設計基準事故が発生した状況下（混乱した状態
等）であっても，容易に操作ができるよう，中央
制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設の制御室の制御盤や現場の機器，配管，弁及び
盤に対して，誤操作を防止するための措置を講
じ，また，簡単な手順によって必要な操作が行え
る等の運転員に与える負荷を少なくすることがで
きる設計とする。

19
運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故時における誤操作防止に係る設
備の設計方針については，第2章 個別項目の 「4. 計測制御系統施設」の
「4.2 安全保護回路」，「4.3 制御室」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針（操作性）

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.3 操作性の考慮

【3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.3 操作性の考慮】

安全保護回路及び制御室に係る誤操作防止対策に
ついて記載する。

○ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.3 操作性の考慮

【3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.3 操作性の考慮】

安全保護回路及び制御室に係る誤操作防止対策に
ついて記載する。

20

(4) 規格及び基準に基づく設計
安全機能を有する施設の設計，材料の選定，製作，建設，試験及び検査に
当たっては，これを信頼性の高いものとするために，原則として現行国内
法規に基づく規格及び基準によるものとする。また，これらに規定がない
場合においては，必要に応じて，十分実績があり，信頼性の高い国外の規
格，基準に準拠するか，又は規格及び基準で一般的でないものを，適用の
根拠，国内法規に基づく規格及び基準との対比並びに適用の妥当性を明ら
かにしたうえで適用する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針（規格・基準)

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.4 規格及び基準に基づく設計

【3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.4 規格及び基準に基づく設計】

安全機能を有する施設の設計，材料の選定，製作
及び検査に当たっては，原則として現行国内法規
に基づく規格及び基準によるものとする。また，
これらに規定がない場合においては，必要に応じ
て，十分実績があり，信頼性の高い国外の規格，
基準等に準拠する。

○ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.4 規格及び基準に基づく設計

【3 安全機能を有する施設に対する設計方針
3.4 規格及び基準に基づく設計】

安全機能を有する施設の設計，材料の選定，製作
及び検査に当たっては，原則として現行国内法規
に基づく規格及び基準によるものとする。また，
これらに規定がない場合においては，必要に応じ
て，十分実績があり，信頼性の高い国外の規格，
基準等に準拠する。

21

(1)～(4)に基づき設計する安全機能を有する施設の維持管理に当たって
は，保安規定に基づき，施設管理計画における保全プログラムを策定し，
設備の維持管理を行う。
なお，安全機能を有する施設を構成する部品のうち，一般消耗品又は設計
上交換を想定している部品(安全に係わる設計仕様に変更のないもので，
特別な工事を要さないものに限る。)及び通信連絡設備，安全避難通路(照
明設備)等の「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体
制の基準に関する規則」で定める一般産業用工業品については，適切な時
期に交換を行うことで設備の維持管理を行うことを保安規定に定めて，管
理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3 安全機能を有する施設に対する設計方針

【3 安全機能を有する施設に対する設計方針】

・安全機能を有する施設の維持管理に当たって
は，保安規定に基づき，施設管理計画における保
全プログラムを策定し，設備の維持管理を行う。
・安全機能を有する施設を構成する設備及び機器
を構成する部品のうち，一般消耗品又は設計上交
換を想定している部品(安全に係わる設計仕様に
変更のないもので，特別な工事を要さないものに
限る。)及び通信連絡設備，安全避難通路(照明設
備)等の「原子力施設の保安のための業務に係る
品質管理に必要な体制の基準に関する規則」で定
める一般産業用工業品については，適切な時期に
交換を行うことで設備の維持管理を行うことを保
安規定に定めて管理する。

○ 施設共通　基本設計方針 －

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3 安全機能を有する施設に対する設計方針

【3 安全機能を有する施設に対する設計方針】

・安全機能を有する施設の維持管理に当たって
は，保安規定に基づき，施設管理計画における保
全プログラムを策定し，設備の維持管理を行う。
・安全機能を有する施設を構成する設備及び機器
を構成する部品のうち，一般消耗品又は設計上交
換を想定している部品(安全に係わる設計仕様に
変更のないもので，特別な工事を要さないものに
限る。)及び通信連絡設備，安全避難通路(照明設
備)等の「原子力施設の保安のための業務に係る
品質管理に必要な体制の基準に関する規則」で定
める一般産業用工業品については，適切な時期に
交換を行うことで設備の維持管理を行うことを保
安規定に定めて管理する。
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

15

(3) 操作性の考慮
安全機能を有する施設の設置場所は，運転時，停止時，運転時の異常な過
渡変化時及び設計基準事故時においても従事者による操作及び復旧作業に
支障がないように，遮蔽の設置や線源からの離隔により放射線量が高くな
るおそれの少ない場所を選定した上で，設置場所から操作可能，放射線の
影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作可能，又は
過度な放射線被ばくを受けないよう遮蔽機能を確保した中央制御室若しく
は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室から操作可能な設計とす
る。
また，従事者が必要な操作及び措置を行えるように換気設備を設ける設計
とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針 基本方針（操作性）

16

安全機能を有する施設は，運転員による誤操作を防止するため，機器，配
管，弁及び盤に対して系統等による色分けや銘板取り付け等による識別管
理等を行い，人間工学上の諸因子，操作性及び保守点検を考慮した盤の配
置を行うとともに，計器表示，警報表示により再処理施設の状態が正確か
つ迅速に把握できる設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針（操作性）

17

また，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の発生後，ある時間まで
は，運転員の操作を期待しなくても必要な安全上の機能が確保されるよ
う，時間余裕が少ない場合においても安全保護回路により，異常事象を速
やかに収束させることが可能な設計とする。

機能要求① 安全機能を有する施設 基本方針（操作性）

18

安全上重要な施設は，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発生し
た状況下（混乱した状態等）であっても，容易に操作ができるよう，中央
制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の制御盤や現
場の機器，配管，弁及び盤に対して，誤操作を防止するための措置を講
じ，また，簡単な手順によって必要な操作が行える等の運転員に与える負
荷を少なくすることができる設計とする。

機能要求①
運用要求

施設共通　基本設計方針 基本方針（操作性）

19
運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故時における誤操作防止に係る設
備の設計方針については，第2章 個別項目の 「4. 計測制御系統施設」の
「4.2 安全保護回路」，「4.3 制御室」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針（操作性）

20

(4) 規格及び基準に基づく設計
安全機能を有する施設の設計，材料の選定，製作，建設，試験及び検査に
当たっては，これを信頼性の高いものとするために，原則として現行国内
法規に基づく規格及び基準によるものとする。また，これらに規定がない
場合においては，必要に応じて，十分実績があり，信頼性の高い国外の規
格，基準に準拠するか，又は規格及び基準で一般的でないものを，適用の
根拠，国内法規に基づく規格及び基準との対比並びに適用の妥当性を明ら
かにしたうえで適用する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針（規格・基準)

21

(1)～(4)に基づき設計する安全機能を有する施設の維持管理に当たって
は，保安規定に基づき，施設管理計画における保全プログラムを策定し，
設備の維持管理を行う。
なお，安全機能を有する施設を構成する部品のうち，一般消耗品又は設計
上交換を想定している部品(安全に係わる設計仕様に変更のないもので，
特別な工事を要さないものに限る。)及び通信連絡設備，安全避難通路(照
明設備)等の「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体
制の基準に関する規則」で定める一般産業用工業品については，適切な時
期に交換を行うことで設備の維持管理を行うことを保安規定に定めて，管
理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一
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別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

22

9.1.2　多重性又は多様性
安全機能を有する施設のうち，安全上重要な系統及び機器については，そ
れらを構成する動的機器に単一故障を仮定しても，所定の安全機能を果た
し得るように多重性又は多様性を有する設計とする。
ただし，単一故障を仮定しても，安全上支障のない期間内に運転員等によ
る原因の除去又は修理が期待できる場合は，多重化又は多様化の配慮をし
なくてもよいものとする。

冒頭宣言
機能要求①

基本方針
多重化又は多様化が必要な安全上重要な施設

基本方針（多重性又は
多様性）

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

4 多重性又は多様性等

【4 多重性又は多様性等】

安全機能を有する施設のうち，安全上重要な系統
及び機器については，それらを構成する動的機器
に単一故障を仮定しても，所定の安全機能を果た
し得るように多重性又は多様性を有する設計とす
る。

ただし，単一故障を仮定しても，安全上支障のな
い期間内に運転員等による原因の除去又は修理が
期待できる場合は，多重化又は多様化の配慮をし
なくてもよいものとする。

○
基本方針
多重化又は多様化が必要な安全上重要な施設

－

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

4 多重性又は多様性等

【4 多重性又は多様性等】

安全機能を有する施設のうち，安全上重要な系統
及び機器については，それらを構成する動的機器
に単一故障を仮定しても，所定の安全機能を果た
し得るように多重性又は多様性を有する設計とす
る。

ただし，単一故障を仮定しても，安全上支障のな
い期間内に運転員等による原因の除去又は修理が
期待できる場合は，多重化又は多様化の配慮をし
なくてもよいものとする。

24

9.1.4　内部発生飛散物に対する考慮
安全機能を有する施設は，再処理施設内におけるポンプその他の機器又は
配管の損壊に伴う飛散物 (以下「内部発生飛散物」という。) によって，
その安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
定義

基本方針
基本方針（内部発生飛
散物）

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

6　内部発生飛散物に対する考慮
6.1　基本方針

【6　内部発生飛散物に対する考慮　6.1　基本方
針】

安全機能を有する施設は，再処理施設内における
内部発生飛散物によって，その安全機能を損なわ
ない設計とする。

〇 基本方針 －

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

6　内部発生飛散物に対する考慮
6.1　基本方針

【6　内部発生飛散物に対する考慮　6.1　基本方
針】

安全機能を有する施設は，再処理施設内における
内部発生飛散物によって，その安全機能を損なわ
ない設計とする。

25
なお，二次的飛散物，火災，化学反応，電気的損傷，配管の損傷，機器の
故障等の二次的影響も考慮するものとする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（内部発生飛
散物）

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

6　内部発生飛散物に対する考慮
6.1　基本方針

【6　内部発生飛散物に対する考慮　6.1　基本方
針】

なお，二次的飛散物，火災，化学反応，電気的損
傷，配管の損傷，機器の故障等の二次的影響も考
慮するものとする。

〇 基本方針 －

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

6　内部発生飛散物に対する考慮
6.1　基本方針

【6　内部発生飛散物に対する考慮　6.1　基本方
針】

なお，二次的飛散物，火災，化学反応，電気的損
傷，配管の損傷，機器の故障等の二次的影響も考
慮するものとする。

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

6　内部発生飛散物に対する考慮
6.1　基本方針

【6　内部発生飛散物に対する考慮　6.1　基本方
針】

安全機能を有する施設のうち，内部発生飛散物か
ら防護する施設としては，安全評価上その機能を
期待する構築物，系統及び機器を漏れなく抽出す
る観点から，安全上重要な構築物，系統及び機器
を対象とする。安全上重要な構築物，系統及び機
器は，内部発生飛散物の発生を防止することによ
り，安全機能を損なわない設計とする。

〇 基本方針 －

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

6　内部発生飛散物に対する考慮
6.1　基本方針

【6　内部発生飛散物に対する考慮　6.1　基本方
針】

安全機能を有する施設のうち，内部発生飛散物か
ら防護する施設としては，安全評価上その機能を
期待する構築物，系統及び機器を漏れなく抽出す
る観点から，安全上重要な構築物，系統及び機器
を対象とする。安全上重要な構築物，系統及び機
器は，内部発生飛散物の発生を防止することによ
り，安全機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

6　内部発生飛散物に対する考慮
6.2　内部発生飛散物防護対象設備の選定

【6　内部発生飛散物に対する考慮　6.2　 内部
発生飛散物防護対象設備の選定】

安全機能を有する施設のうち，内部発生飛散物に
よってその安全機能が損なわれないことを確認す
る施設を，全ての安全機能を有する構築物，系統
及び機器とする。内部発生飛散物防護対象設備と
しては，安全評価上その機能を期待する構築物，
系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全
上重要な構築物，系統及び機器を抽出し，内部発
生飛散物により冷却，水素掃気，火災・爆発の防
止，臨界の防止等の安全機能を損なわないよう内
部発生飛散物の発生を防止することにより，安全
機能を損なわない設計とする。

〇 基本方針 －

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

6　内部発生飛散物に対する考慮
6.2　内部発生飛散物防護対象設備の選定

【6　内部発生飛散物に対する考慮　6.2　 内部
発生飛散物防護対象設備の選定】

安全機能を有する施設のうち，内部発生飛散物に
よってその安全機能が損なわれないことを確認す
る施設を，全ての安全機能を有する構築物，系統
及び機器とする。内部発生飛散物防護対象設備と
しては，安全評価上その機能を期待する構築物，
系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全
上重要な構築物，系統及び機器を抽出し，内部発
生飛散物により冷却，水素掃気，火災・爆発の防
止，臨界の防止等の安全機能を損なわないよう内
部発生飛散物の発生を防止することにより，安全
機能を損なわない設計とする。

26

安全機能を有する施設のうち，内部発生飛散物から防護する施設として
は，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及び機器を漏れなく抽出
する観点から，安全上重要な構築物，系統及び機器を対象とする。安全上
重要な構築物，系統及び機器は，内部発生飛散物の発生を防止することに
より，安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

基本方針
施設共通　基本設計方針

基本方針（検査・試験
等）

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

5 検査・試験等

【5 検査・試験等 】
・安全機能を有する施設は，その健全性及び能力
を確認するため，その安全機能の重要度に応じ，
再処理施設の運転中又は停止中に検査又は試験が
できる設計とするとともに，安全機能を健全に維
持するための適切な保守及び修理ができる設計と
し，そのために必要な配置，空間及びアクセス性
を備えた設計とする。
・安全機能を有する施設は，保守及び修理とし
て，維持活動としての点検（日常の運転管理の活
用含む。）取替え，修理等ができる設計とする。
・機器区分毎に試験・検査が実施可能な設計を示
す。

基本方針
基本方針（内部発生飛
散物）

23

9.1.3　検査・試験等
安全機能を有する施設は，その健全性及び能力を確認するため，その安全
機能の重要度に応じ，再処理施設の運転中又は停止中に検査又は試験がで
きる設計とするとともに，安全機能を健全に維持するための適切な保守及
び修理ができる設計とし，そのために必要な配置，空間及びアクセス性を
備えた設計とする。

冒頭宣言
設置要求

○
基本方針
施設共通　基本設計方針

－

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

5 検査・試験等

【5 検査・試験等 】
・安全機能を有する施設は，その健全性及び能力
を確認するため，その安全機能の重要度に応じ，
再処理施設の運転中又は停止中に検査又は試験が
できる設計とするとともに，安全機能を健全に維
持するための適切な保守及び修理ができる設計と
し，そのために必要な配置，空間及びアクセス性
を備えた設計とする。
・安全機能を有する施設は，保守及び修理とし
て，維持活動としての点検（日常の運転管理の活
用含む。）取替え，修理等ができる設計とする。
・機器区分毎に試験・検査が実施可能な設計を示
す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十五条 安全上重要な施設，第十六条 安全機能を有する施設）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

22

9.1.2　多重性又は多様性
安全機能を有する施設のうち，安全上重要な系統及び機器については，そ
れらを構成する動的機器に単一故障を仮定しても，所定の安全機能を果た
し得るように多重性又は多様性を有する設計とする。
ただし，単一故障を仮定しても，安全上支障のない期間内に運転員等によ
る原因の除去又は修理が期待できる場合は，多重化又は多様化の配慮をし
なくてもよいものとする。

冒頭宣言
機能要求①

基本方針
多重化又は多様化が必要な安全上重要な施設

基本方針（多重性又は
多様性）

24

9.1.4　内部発生飛散物に対する考慮
安全機能を有する施設は，再処理施設内におけるポンプその他の機器又は
配管の損壊に伴う飛散物 (以下「内部発生飛散物」という。) によって，
その安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
定義

基本方針
基本方針（内部発生飛
散物）

25
なお，二次的飛散物，火災，化学反応，電気的損傷，配管の損傷，機器の
故障等の二次的影響も考慮するものとする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（内部発生飛
散物）

26

安全機能を有する施設のうち，内部発生飛散物から防護する施設として
は，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及び機器を漏れなく抽出
する観点から，安全上重要な構築物，系統及び機器を対象とする。安全上
重要な構築物，系統及び機器は，内部発生飛散物の発生を防止することに
より，安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

基本方針
施設共通　基本設計方針

基本方針（検査・試験
等）

基本方針
基本方針（内部発生飛
散物）

23

9.1.3　検査・試験等
安全機能を有する施設は，その健全性及び能力を確認するため，その安全
機能の重要度に応じ，再処理施設の運転中又は停止中に検査又は試験がで
きる設計とするとともに，安全機能を健全に維持するための適切な保守及
び修理ができる設計とし，そのために必要な配置，空間及びアクセス性を
備えた設計とする。

冒頭宣言
設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十五条 安全上重要な施設，第十六条 安全機能を有する施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

27

上記に含まれない安全機能を有する施設は，内部発生飛散物に対して機能
を維持すること若しくは内部発生飛散物による損傷を考慮して代替設備に
より必要な機能を確保すること，安全上支障がない期間での修理を行うこ
と又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわな
い設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（内部発生飛
散物）

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

6　内部発生飛散物に対する考慮
6.1　基本方針

【6　内部発生飛散物に対する考慮　6.1　基本方
針】

上記に含まれない安全機能を有する施設について
は，内部発生飛散物に対して機能を維持すること
若しくは内部発生飛散物による損傷を考慮して代
替設備により必要な機能を確保すること，安全上
支障がない期間での修理を行うこと又はそれらを
適切に組み合わせることにより，その安全機能を
損なわない設計とする。

〇 基本方針 －

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

6　内部発生飛散物に対する考慮
6.1　基本方針

【6　内部発生飛散物に対する考慮　6.1　基本方
針】

上記に含まれない安全機能を有する施設について
は，内部発生飛散物に対して機能を維持すること
若しくは内部発生飛散物による損傷を考慮して代
替設備により必要な機能を確保すること，安全上
支障がない期間での修理を行うこと又はそれらを
適切に組み合わせることにより，その安全機能を
損なわない設計とする。

28
また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確
保すること，安全上支障がない期間での修理を行うことを保安規定に定め
て，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（内部発生飛
散物）

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

6　内部発生飛散物に対する考慮
6.1　基本方針

【6　内部発生飛散物に対する考慮　6.1　基本方
針】

また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設
備により必要な機能を確保すること，安全上支障
がない期間での修理を行うことを保安規定に定め
て，管理する。

〇 施設共通　基本設計方針 －

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

6　内部発生飛散物に対する考慮
6.1　基本方針

【6　内部発生飛散物に対する考慮　6.1　基本方
針】

また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設
備により必要な機能を確保すること，安全上支障
がない期間での修理を行うことを保安規定に定め
て，管理する。

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書
6　内部発生飛散物に対する考慮
6.3　内部発生飛散物の発生要因

【6　内部発生飛散物に対する考慮　6.3　内部発
生飛散物の発生要因】

再処理施設における内部発生飛散物の発生要因を
以下の通り分類し，選定する。
(1) 爆発による飛散物
(2) 重量物の落下による飛散物
(3) 回転機器の損壊による飛散物
(4) その他

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書
6　内部発生飛散物に対する考慮
6.3　内部発生飛散物の発生要因

【6　内部発生飛散物に対する考慮　6.3　内部発
生飛散物の発生要因】

再処理施設における内部発生飛散物の発生要因を
以下の通り分類し，選定する。
(1) 爆発による飛散物
(2) 重量物の落下による飛散物
(3) 回転機器の損壊による飛散物
(4) その他

Ⅴ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書
6　内部発生飛散物に対する考慮
6.4　内部発生飛散物の発生防止対策
6.4.1　重量物の落下による飛散物

【6　内部発生飛散物に対する考慮　6.4　内部発
生飛散物の発生防止対策　6.4.1　重量物の落下
による飛散物】

(1) クレーン等からのつり荷の落下
(2) クレーンその他の搬送機器の落下

Ⅴ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書
6　内部発生飛散物に対する考慮
6.4　内部発生飛散物の発生防止対策
6.4.1　重量物の落下による飛散物

【6　内部発生飛散物に対する考慮　6.4　内部発
生飛散物の発生防止対策　6.4.1　重量物の落下
による飛散物】

(1) クレーン等からのつり荷の落下
(2) クレーンその他の搬送機器の落下

Ⅴ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書
6　内部発生飛散物に対する考慮
6.4　内部発生飛散物の発生防止対策
6.4.2　回転機器の損壊による飛散物

【6　内部発生飛散物に対する考慮　6.4　内部発
生飛散物の発生防止対策　6.4.2　回転機器の損
壊による飛散物】

(1) 電力を駆動源とする回転機器
(2) 電力を駆動源としない回転機器

Ⅴ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書
6　内部発生飛散物に対する考慮
6.4　内部発生飛散物の発生防止対策
6.4.2　回転機器の損壊による飛散物

【6　内部発生飛散物に対する考慮　6.4　内部発
生飛散物の発生防止対策　6.4.2　回転機器の損
壊による飛散物】

(1) 電力を駆動源とする回転機器
(2) 電力を駆動源としない回転機器

30

9.1.5　共用に対する考慮
安全機能を有する施設のうち，廃棄物管理施設，MOX燃料加工施設又は使
用施設と共用するものは，共用によって再処理施設の安全性を損なうこと
のない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針（共用）

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

7 共用に対する考慮

【7 共用に対する考慮】

安全機能を有する施設のうち，廃棄物管理施設，
MOX燃料加工施設又は使用施設と共用するもの
は，共用によって再処理施設の安全性を損なうこ
とのない設計とする。

〇 基本方針 －

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

7 共用に対する考慮

【7 共用に対する考慮】

安全機能を有する施設のうち，廃棄物管理施設，
MOX燃料加工施設又は使用施設と共用するもの
は，共用によって再処理施設の安全性を損なうこ
とのない設計とする。

29

内部発生飛散物の発生要因として，重量物の落下による飛散物，回転機器
の損壊による飛散物を考慮し，発生要因に対してつりワイヤ等を二重化，
逸走を防止するための機構の設置，誘導電動機又は調速器を設けることに
より過回転とならない設計とする等により飛散物の発生を防止できる設計
とする。

なお，上記に示す内部発生飛散物の発生を防止する設計としていることか
ら，内部発生飛散物による二次的影響はない。

設置要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（内部発生飛
散物）

〇 施設共通　基本設計方針 －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十五条 安全上重要な施設，第十六条 安全機能を有する施設）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

27

上記に含まれない安全機能を有する施設は，内部発生飛散物に対して機能
を維持すること若しくは内部発生飛散物による損傷を考慮して代替設備に
より必要な機能を確保すること，安全上支障がない期間での修理を行うこ
と又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわな
い設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（内部発生飛
散物）

28
また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確
保すること，安全上支障がない期間での修理を行うことを保安規定に定め
て，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（内部発生飛
散物）

30

9.1.5　共用に対する考慮
安全機能を有する施設のうち，廃棄物管理施設，MOX燃料加工施設又は使
用施設と共用するものは，共用によって再処理施設の安全性を損なうこと
のない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針（共用）

29

内部発生飛散物の発生要因として，重量物の落下による飛散物，回転機器
の損壊による飛散物を考慮し，発生要因に対してつりワイヤ等を二重化，
逸走を防止するための機構の設置，誘導電動機又は調速器を設けることに
より過回転とならない設計とする等により飛散物の発生を防止できる設計
とする。

なお，上記に示す内部発生飛散物の発生を防止する設計としていることか
ら，内部発生飛散物による二次的影響はない。

設置要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（内部発生飛
散物）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1-1

第２章　個別項目
2. 再処理設備本体
2.1 せん断処理施設

せん断処理施設の設計に係る共通的な設計方針については，第１章　共通
項目の「1. 核燃料物質の臨界防止」，「2. 地盤」，「3. 自然現象
等」，「4. 閉じ込めの機能」，「5. 火災等による損傷の防止」，「6.
再処理施設内における溢水による損傷の防止」，「7. 再処理施設内にお
ける化学薬品の漏えいによる損傷の防止」，「8. 遮蔽」及び「9. 設備に
対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 - - - - - - - - -

1-2
せん断処理施設は，燃料供給設備2系列及びせん断処理設備2系列で構成
し，前処理建屋に収納する設計とする。

設置要求

燃料供給設備
（許可文中，第4.2-1表，第4.2-1図）
せん断処理設備
（許可文中，第4.2-2表，第4.2-1図）
前処理建屋（前処理建屋/使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋/ハル・エンドピース貯蔵建屋間洞道，前
処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガラ
ス固化建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/
制御建屋/非常用電源建屋/冷却水設備の安全冷却
水系/主排気筒/主排気筒管理建屋間洞道を含む）
地下水排水設備

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.1 せん断処理施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.1 せん
断処理施設】
せん断処理施設の構成及び設計

- - - - -

1-3 前処理建屋は，地上5階，地下4階の建物とする設計とする。 設置要求

前処理建屋（前処理建屋/使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋/ハル・エンドピース貯蔵建屋間洞道，前
処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガラ
ス固化建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/
制御建屋/非常用電源建屋/冷却水設備の安全冷却
水系/主排気筒/主排気筒管理建屋間洞道を含む）
地下水排水設備

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.1 せん断処理施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.1 せん
断処理施設】
せん断処理施設の構成及び設計

- - - - -

1-4
燃料供給設備は，使用済燃料集合体を使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料
貯蔵設備から受け入れて，せん断処理設備へ供給する設計とする。

設置要求
燃料供給設備
（許可文中，第4.2-1表，第4.2-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.1 せん断処理施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.1 せん
断処理施設】
せん断処理施設の構成及び設計

- - - - -

1-5
せん断処理設備は，使用済燃料集合体をせん断処理し，溶解施設の溶解設
備に移送する設計とする。

設置要求
せん断処理設備
（許可文中，第4.2-2表，第4.2-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.1 せん断処理施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.1 せん
断処理施設】
せん断処理施設の構成及び設計

- - - - -

1-6

2.1.1　燃料供給設備
燃料供給設備の最大処理能力は，ＢＷＲ使用済燃料集合体を処理する場合
は4.2t・UPr/d/系列，ＰＷＲ使用済燃料集合体を処理する場合は5.25t・

UPr/d/系列である。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.1 せん断処理施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.1 せん
断処理施設】
せん断処理施設の構成及び設計

- - - - -

1-7

使用済燃料の貯蔵施設のバスケット搬送機で燃料供給セルの直下へ搬送し
た使用済燃料集合体を，燃料横転クレーンで1体ずつバスケット搬送機の
バスケットから取り出し横転させ，水平にし，せん断機へ供給する。この
とき，使用済燃料集合体番号を確認し，光学的読み取り装置による読み取
りを行う設計とする。

設置要求
燃料供給設備
（許可文中，第4.2-1表，第4.2-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.1 せん断処理施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.1 せん
断処理施設】
せん断処理施設の構成及び設計

- - - - -

1-8
燃料横転クレーンは，使用済燃料集合体を1体ずつしかつり上げられない
構造とし，せん断機へ2体以上同時に供給しない設計とする。

設置要求
燃料供給設備
（許可文中，第4.2-1表，第4.2-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.1 せん断処理施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.1 せん
断処理施設】
せん断処理施設の構成及び設計

- - - - -

1-9

2.1.2　せん断処理設備
せん断処理設備の最大処理能力は，ＢＷＲ使用済燃料集合体を処理する場
合は，1系列当たり4.2t・UPr/d/，ＰＷＲ使用済燃料集合体を処理する場

合，１系列当たり5.25t・UPr/d/で処理できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.1 せん断処理施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.1 せん
断処理施設】
せん断処理施設の構成及び設計

- - - - -

1-10

せん断処理設備は，燃料供給設備の燃料横転クレーンでせん断機の燃料供
給部（以下「マガジン」という。）に供給した使用済燃料集合体を燃料送
り出し装置で断続的にせん断機のせん断部に送り出し，せん断刃によりせ
ん断する設計とする。

設置要求
せん断処理設備
（許可文中，第4.2-2表，第4.2-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.1 せん断処理施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.1 せん
断処理施設】
せん断処理施設の構成及び設計

- - - - -

1-11

せん断した燃料集合体端末片（以下「エンドピース」という。）は，ホッ
パを経て，エンドピース専用の移送管（以下「エンドピース シュート」
という。）を用いて重力により，溶解施設のエンドピース酸洗浄槽へ送
り，また，燃料せん断片は，ホッパを経て，燃料せん断片専用の移送管
（以下「燃料せん断片シュート」という。）を用いて重力により，溶解施
設の溶解槽へ送る設計とする。

設置要求
せん断処理設備
（許可文中，第4.2-2表，第4.2-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.1 せん断処理施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.1 せん
断処理施設】
せん断処理施設の構成及び設計

- - - - -

1-12
また，せん断中にはせん断機の燃料供給口が閉じて新たな使用済燃料集合
体が供給できない構造となる設計とする。

設置要求
せん断処理設備
（許可文中，第4.2-2表，第4.2-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.1 せん断処理施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.1 せん
断処理施設】
せん断処理施設の構成及び設計

- - - - -

1-13
なお，せん断機のせん断刃ホルダは，燃料せん断片の長さが，約5cm以下
に制限される構造となる設計とする。

設置要求
せん断処理設備
（許可文中，第4.2-2表，第4.2-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.1 せん断処理施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.1 せん
断処理施設】
せん断処理施設の構成及び設計

- - - - -

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

1-1

第２章　個別項目
2. 再処理設備本体
2.1 せん断処理施設

せん断処理施設の設計に係る共通的な設計方針については，第１章　共通
項目の「1. 核燃料物質の臨界防止」，「2. 地盤」，「3. 自然現象
等」，「4. 閉じ込めの機能」，「5. 火災等による損傷の防止」，「6.
再処理施設内における溢水による損傷の防止」，「7. 再処理施設内にお
ける化学薬品の漏えいによる損傷の防止」，「8. 遮蔽」及び「9. 設備に
対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 - -

1-2
せん断処理施設は，燃料供給設備2系列及びせん断処理設備2系列で構成
し，前処理建屋に収納する設計とする。

設置要求

燃料供給設備
（許可文中，第4.2-1表，第4.2-1図）
せん断処理設備
（許可文中，第4.2-2表，第4.2-1図）
前処理建屋（前処理建屋/使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋/ハル・エンドピース貯蔵建屋間洞道，前
処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガラ
ス固化建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/
制御建屋/非常用電源建屋/冷却水設備の安全冷却
水系/主排気筒/主排気筒管理建屋間洞道を含む）
地下水排水設備

基本方針

1-3 前処理建屋は，地上5階，地下4階の建物とする設計とする。 設置要求

前処理建屋（前処理建屋/使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋/ハル・エンドピース貯蔵建屋間洞道，前
処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガラ
ス固化建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/
制御建屋/非常用電源建屋/冷却水設備の安全冷却
水系/主排気筒/主排気筒管理建屋間洞道を含む）
地下水排水設備

基本方針

1-4
燃料供給設備は，使用済燃料集合体を使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料
貯蔵設備から受け入れて，せん断処理設備へ供給する設計とする。

設置要求
燃料供給設備
（許可文中，第4.2-1表，第4.2-1図）

基本方針

1-5
せん断処理設備は，使用済燃料集合体をせん断処理し，溶解施設の溶解設
備に移送する設計とする。

設置要求
せん断処理設備
（許可文中，第4.2-2表，第4.2-1図）

基本方針

1-6

2.1.1　燃料供給設備
燃料供給設備の最大処理能力は，ＢＷＲ使用済燃料集合体を処理する場合
は4.2t・UPr/d/系列，ＰＷＲ使用済燃料集合体を処理する場合は5.25t・

UPr/d/系列である。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

1-7

使用済燃料の貯蔵施設のバスケット搬送機で燃料供給セルの直下へ搬送し
た使用済燃料集合体を，燃料横転クレーンで1体ずつバスケット搬送機の
バスケットから取り出し横転させ，水平にし，せん断機へ供給する。この
とき，使用済燃料集合体番号を確認し，光学的読み取り装置による読み取
りを行う設計とする。

設置要求
燃料供給設備
（許可文中，第4.2-1表，第4.2-1図）

基本方針

1-8
燃料横転クレーンは，使用済燃料集合体を1体ずつしかつり上げられない
構造とし，せん断機へ2体以上同時に供給しない設計とする。

設置要求
燃料供給設備
（許可文中，第4.2-1表，第4.2-1図）

基本方針

1-9

2.1.2　せん断処理設備
せん断処理設備の最大処理能力は，ＢＷＲ使用済燃料集合体を処理する場
合は，1系列当たり4.2t・UPr/d/，ＰＷＲ使用済燃料集合体を処理する場

合，１系列当たり5.25t・UPr/d/で処理できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

1-10

せん断処理設備は，燃料供給設備の燃料横転クレーンでせん断機の燃料供
給部（以下「マガジン」という。）に供給した使用済燃料集合体を燃料送
り出し装置で断続的にせん断機のせん断部に送り出し，せん断刃によりせ
ん断する設計とする。

設置要求
せん断処理設備
（許可文中，第4.2-2表，第4.2-1図）

基本方針

1-11

せん断した燃料集合体端末片（以下「エンドピース」という。）は，ホッ
パを経て，エンドピース専用の移送管（以下「エンドピース シュート」
という。）を用いて重力により，溶解施設のエンドピース酸洗浄槽へ送
り，また，燃料せん断片は，ホッパを経て，燃料せん断片専用の移送管
（以下「燃料せん断片シュート」という。）を用いて重力により，溶解施
設の溶解槽へ送る設計とする。

設置要求
せん断処理設備
（許可文中，第4.2-2表，第4.2-1図）

基本方針

1-12
また，せん断中にはせん断機の燃料供給口が閉じて新たな使用済燃料集合
体が供給できない構造となる設計とする。

設置要求
せん断処理設備
（許可文中，第4.2-2表，第4.2-1図）

基本方針

1-13
なお，せん断機のせん断刃ホルダは，燃料せん断片の長さが，約5cm以下
に制限される構造となる設計とする。

設置要求
せん断処理設備
（許可文中，第4.2-2表，第4.2-1図）

基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○ - - - - - - -

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.1 せん断処理施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.1 せん断処理施設】
せん断処理施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.1 せん断処理施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.1 せん断処理施設】
せん断処理施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.1 せん断処理施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.1 せん断処理施設】
せん断処理施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.1 せん断処理施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.1 せん断処理施設】
せん断処理施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.1 せん断処理施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.1 せん断処理施設】
せん断処理施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.1 せん断処理施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.1 せん断処理施設】
せん断処理施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.1 せん断処理施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.1 せん断処理施設】
せん断処理施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.1 せん断処理施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.1 せん断処理施設】
せん断処理施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.1 せん断処理施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.1 せん断処理施設】
せん断処理施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.1 せん断処理施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.1 せん断処理施設】
せん断処理施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.1 せん断処理施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.1 せん断処理施設】
せん断処理施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.1 せん断処理施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.1 せん断処理施設】
せん断処理施設の構成及び設計
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

2-1

2.2 溶解施設
溶解施設の設計に係る共通的な設計方針については，第１章　共通項目の
「1. 核燃料物質の臨界防止」，「3. 自然現象等」，「4. 閉じ込めの機
能」，「5. 火災等による損傷の防止」，「6. 再処理施設内における溢水
による損傷の防止」，「7. 再処理施設内における化学薬品の漏えいによ
る損傷の防止」及び「9. 設備に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 - - - - - - - - -

2-2
2.2.1　設計基準対象の施設
溶解施設は，溶解設備2系列，清澄・計量設備2系列（計量・調整槽以降は
1系列）で構成し，前処理建屋に収納する設計とする。

設置要求 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.2 溶解
施設】
溶解施設の構成及び設計

- - - - -

2-3
溶解設備は，せん断処理施設のせん断処理設備から受け入れた燃料せん断
片を硝酸で溶解する設計とする。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.2 溶解
施設】
溶解施設の構成及び設計

- - - - -

2-4
清澄・計量設備は，溶解液から不溶解残渣を除去した後，溶解液中のウラ
ン及びプルトニウムの同位体組成を確認し，必要であれば調整した後，分
離施設の分離設備に移送する設計とする。

設置要求
清澄・計量設備
（許可文中，第4.3-2表，第4.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.2 溶解
施設】
溶解施設の構成及び設計

- - - - -

2-5
なお，万一溶解設備の溶解槽で臨界になった場合に対処するために，可溶
性中性子吸収材を溶解槽に供給する可溶性中性子吸収材緊急供給系を設け
る設計とする。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.2 溶解
施設】
溶解施設の構成及び設計

- - - - -

2-6

2.2.1.1　溶解設備
溶解設備の最大溶解能力は，ＢＷＲ使用済燃料集合体については，1系列
当たり4.2t・UPr/d/，ＰＷＲ使用済燃料集合体については，1系列当たり

5.25t・UPr/d/である。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.2 溶解
施設】
溶解施設の構成及び設計

- - - - -

2-7

溶解設備は，せん断処理施設のせん断機でせん断した燃料せん断片を溶解
槽に受け入れ，高温の硝酸で燃料部分を溶解する設計とする。また，必要
に応じて，可溶性中性子吸収材を加えた硝酸を用いて溶解する設計とす
る。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.2 溶解
施設】
溶解施設の構成及び設計

- - - - -

2-8
溶解槽からの溶解液については，第1よう素追出し槽及び第2よう素追出し
槽において溶解液中に残留するよう素を追い出し，中間ポットにおいて溶
解液を冷却した後，重力流により清澄・計量設備へ移送する設計とする。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.2 溶解
施設】
溶解施設の構成及び設計

- - - - -

2-9
溶解後残った燃料被覆管せん断片（以下「ハル」という。）は，ハル洗浄
槽において洗浄する設計とする。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.2 溶解
施設】
溶解施設の構成及び設計

- - - - -

2-10

せん断処理施設のせん断機でせん断したエンドピースは，エンドピース酸
洗浄槽及びエンドピース水洗浄槽において洗浄した後，ハルとともにドラ
ム詰めし，専用の運搬容器に収納して低レベル固体廃棄物貯蔵設備のハ
ル・エンドピース貯蔵系へ搬送する設計とする。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.2 溶解
施設】
溶解施設の構成及び設計

- - - - -

2-11
溶解槽及びよう素追出し槽からの廃ガスについては，せん断処理施設のせ
ん断機からの廃ガスとともに気体廃棄物の廃棄施設のせん断処理・溶解廃
ガス処理設備へ移送する設計とする。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.2 溶解
施設】
溶解施設の構成及び設計

- - - - -

2-12
溶解設備は，再処理運転中又は工程の停止時に，純水又は硝酸を用いて，
洗浄する設計とする。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.2 溶解
施設】
溶解施設の構成及び設計

- - - - -

2-13
また，工程の停止時に，水酸化ナトリウム又は炭酸ナトリウムを用い，溶
解槽，第1よう素追出し槽及び第2よう素追出し槽を洗浄する設計とする。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.2 溶解
施設】
溶解施設の構成及び設計

- - - - -

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

414



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

2-1

2.2 溶解施設
溶解施設の設計に係る共通的な設計方針については，第１章　共通項目の
「1. 核燃料物質の臨界防止」，「3. 自然現象等」，「4. 閉じ込めの機
能」，「5. 火災等による損傷の防止」，「6. 再処理施設内における溢水
による損傷の防止」，「7. 再処理施設内における化学薬品の漏えいによ
る損傷の防止」及び「9. 設備に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 - -

2-2
2.2.1　設計基準対象の施設
溶解施設は，溶解設備2系列，清澄・計量設備2系列（計量・調整槽以降は
1系列）で構成し，前処理建屋に収納する設計とする。

設置要求 基本方針 基本方針

2-3
溶解設備は，せん断処理施設のせん断処理設備から受け入れた燃料せん断
片を硝酸で溶解する設計とする。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

2-4
清澄・計量設備は，溶解液から不溶解残渣を除去した後，溶解液中のウラ
ン及びプルトニウムの同位体組成を確認し，必要であれば調整した後，分
離施設の分離設備に移送する設計とする。

設置要求
清澄・計量設備
（許可文中，第4.3-2表，第4.3-1図）

基本方針

2-5
なお，万一溶解設備の溶解槽で臨界になった場合に対処するために，可溶
性中性子吸収材を溶解槽に供給する可溶性中性子吸収材緊急供給系を設け
る設計とする。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

2-6

2.2.1.1　溶解設備
溶解設備の最大溶解能力は，ＢＷＲ使用済燃料集合体については，1系列
当たり4.2t・UPr/d/，ＰＷＲ使用済燃料集合体については，1系列当たり

5.25t・UPr/d/である。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

2-7

溶解設備は，せん断処理施設のせん断機でせん断した燃料せん断片を溶解
槽に受け入れ，高温の硝酸で燃料部分を溶解する設計とする。また，必要
に応じて，可溶性中性子吸収材を加えた硝酸を用いて溶解する設計とす
る。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

2-8
溶解槽からの溶解液については，第1よう素追出し槽及び第2よう素追出し
槽において溶解液中に残留するよう素を追い出し，中間ポットにおいて溶
解液を冷却した後，重力流により清澄・計量設備へ移送する設計とする。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

2-9
溶解後残った燃料被覆管せん断片（以下「ハル」という。）は，ハル洗浄
槽において洗浄する設計とする。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

2-10

せん断処理施設のせん断機でせん断したエンドピースは，エンドピース酸
洗浄槽及びエンドピース水洗浄槽において洗浄した後，ハルとともにドラ
ム詰めし，専用の運搬容器に収納して低レベル固体廃棄物貯蔵設備のハ
ル・エンドピース貯蔵系へ搬送する設計とする。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

2-11
溶解槽及びよう素追出し槽からの廃ガスについては，せん断処理施設のせ
ん断機からの廃ガスとともに気体廃棄物の廃棄施設のせん断処理・溶解廃
ガス処理設備へ移送する設計とする。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

2-12
溶解設備は，再処理運転中又は工程の停止時に，純水又は硝酸を用いて，
洗浄する設計とする。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

2-13
また，工程の停止時に，水酸化ナトリウム又は炭酸ナトリウムを用い，溶
解槽，第1よう素追出し槽及び第2よう素追出し槽を洗浄する設計とする。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○ - - - - - - -

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.2 溶解施設】
溶解施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.2 溶解施設】
溶解施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.2 溶解施設】
溶解施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.2 溶解施設】
溶解施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.2 溶解施設】
溶解施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.2 溶解施設】
溶解施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.2 溶解施設】
溶解施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.2 溶解施設】
溶解施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.2 溶解施設】
溶解施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.2 溶解施設】
溶解施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.2 溶解施設】
溶解施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.2 溶解施設】
溶解施設の構成及び設計

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

2-14

溶解槽は，容器本体及び内部に12個のバケットを有する車輪状のホイール
で構成し，ホイールが回転する構造の設計とする。せん断処理施設から燃
料せん断片シュートを経てバケット内へ装荷した燃料せん断片は，ホイー
ルが回転し一定時間以上高温の硝酸中に浸すことにより，燃料部分が溶解
しハルのみが残る設計とする。また，燃料の溶解中に溶解液からよう素を
追い出す設計とする。溶解液については溶解槽から連続的によう素追出し
槽へ移送する設計とする。バケットに残ったハルは，ホイールが回転して
バケットがハル排出位置に達すると，ハル排出口からハル洗浄槽へ排出す
る設計とする。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.2 溶解
施設】
溶解施設の構成及び設計

- - - - -

2-15
第1よう素追出し槽及び第2よう素追出し槽は，溶解液の加熱を行うことに
より，溶解液中のよう素を追い出す設計とする。なお，第1よう素追出し
槽及び第2よう素追出し槽はNOx，空気の供給ができる設計とする。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.2 溶解
施設】
溶解施設の構成及び設計

- - - - -

2-16

ハル洗浄槽は，内壁にら旋状の傾斜路を有し，垂直軸を中心に往復回転す
る構造の設計とする。
溶解槽からシュートによりハル洗浄槽の底部へ装荷したハルは，ハル洗浄
槽の往復回転及びハル自身の慣性力により傾斜路を上方へ移動し，この間
にハル洗浄槽内を満たした水で洗浄する設計とする。洗浄されたハルは，
シュートにてドラムヘ排出する設計とする。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.2 溶解
施設】
溶解施設の構成及び設計

- - - - -

2-17

エンドピース酸洗浄槽は，内部にバスケットを有する構造の設計とする。
せん断処理施設のせん断機からエンドピースシュートにてバスケット内部
へ装荷したエンドピースは，高温の硝酸を用いて洗浄した後，シュートに
てエンドピース水洗浄槽へ排出する設計とする。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.2 溶解
施設】
溶解施設の構成及び設計

- - - - -

2-18
エンドピース水洗浄槽は，エンドピース酸洗浄槽とほぼ同じ構造の設計と
する。エンドピース酸洗浄槽から受け入れたエンドピースは，水を用い洗
浄した後，シュートにてドラムヘ排出する設計とする。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.2 溶解
施設】
溶解施設の構成及び設計

- - - - -

2-19
水バッファ槽は，ハル洗浄槽でハルを洗浄した後の洗浄水やエンドピース
水洗浄槽でエンドピースを洗浄した後の洗浄水等を受け入れた後，硝酸調
整槽へ移送する設計とする。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.2 溶解
施設】
溶解施設の構成及び設計

- - - - -

2-20
硝酸調整槽は，溶解槽で用いる硝酸の濃度を調整するとともに，可溶性中
性子吸収材を使用する場合は，可溶性中性子吸収材の濃度を調整する設計
とする。調整した硝酸については，硝酸供給槽へ移送する設計とする。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.2 溶解
施設】
溶解施設の構成及び設計

- - - - -

2-21
硝酸供給槽は，硝酸調整槽で調整した硝酸を溶解槽へ連続的に供給する設
計とする。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.2 溶解
施設】
溶解施設の構成及び設計

- - - - -

2-22

2.2.1.2　清澄・計量設備
清澄・計量設備の最大処理能力は，ＢＷＲ使用済燃料集合体については
4.2t・UPr/d/系列，ＰＷＲ使用済燃料集合体については5.25t・UPr/d/系列

である。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.2 溶解
施設】
溶解施設の構成及び設計

- - - - -

2-23 清澄・計量設備は，清澄設備及び計量設備で構成する。 設置要求 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.2 溶解
施設】
溶解施設の構成及び設計

- - - - -

2-24
清澄設備は，溶解設備から不溶解残渣を含む溶解液を中継槽に受け入れた
後，清澄機に連続供給し，不溶解残渣を分離除去し，清澄した溶解液を計
量設備に送り出す設計とする。

設置要求
清澄・計量設備
（許可文中，第4.3-2表，第4.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.2 溶解
施設】
溶解施設の構成及び設計

- - - - -

2-25

清澄機で分離した溶解液中の不溶解残渣は，硝酸を用いて洗浄処理した
後，洗浄液をリサイクル槽に回収し中継槽に戻す設計とする。洗浄後の不
溶解残渣については，清澄機からサイホンで不溶解残渣回収槽に排出し，
さらに，ポンプにより液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備へ移
送する設計とする。

設置要求
清澄・計量設備
（許可文中，第4.3-2表，第4.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.2 溶解
施設】
溶解施設の構成及び設計

- - - - -
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

2-14

溶解槽は，容器本体及び内部に12個のバケットを有する車輪状のホイール
で構成し，ホイールが回転する構造の設計とする。せん断処理施設から燃
料せん断片シュートを経てバケット内へ装荷した燃料せん断片は，ホイー
ルが回転し一定時間以上高温の硝酸中に浸すことにより，燃料部分が溶解
しハルのみが残る設計とする。また，燃料の溶解中に溶解液からよう素を
追い出す設計とする。溶解液については溶解槽から連続的によう素追出し
槽へ移送する設計とする。バケットに残ったハルは，ホイールが回転して
バケットがハル排出位置に達すると，ハル排出口からハル洗浄槽へ排出す
る設計とする。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

2-15
第1よう素追出し槽及び第2よう素追出し槽は，溶解液の加熱を行うことに
より，溶解液中のよう素を追い出す設計とする。なお，第1よう素追出し
槽及び第2よう素追出し槽はNOx，空気の供給ができる設計とする。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

2-16

ハル洗浄槽は，内壁にら旋状の傾斜路を有し，垂直軸を中心に往復回転す
る構造の設計とする。
溶解槽からシュートによりハル洗浄槽の底部へ装荷したハルは，ハル洗浄
槽の往復回転及びハル自身の慣性力により傾斜路を上方へ移動し，この間
にハル洗浄槽内を満たした水で洗浄する設計とする。洗浄されたハルは，
シュートにてドラムヘ排出する設計とする。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

2-17

エンドピース酸洗浄槽は，内部にバスケットを有する構造の設計とする。
せん断処理施設のせん断機からエンドピースシュートにてバスケット内部
へ装荷したエンドピースは，高温の硝酸を用いて洗浄した後，シュートに
てエンドピース水洗浄槽へ排出する設計とする。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

2-18
エンドピース水洗浄槽は，エンドピース酸洗浄槽とほぼ同じ構造の設計と
する。エンドピース酸洗浄槽から受け入れたエンドピースは，水を用い洗
浄した後，シュートにてドラムヘ排出する設計とする。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

2-19
水バッファ槽は，ハル洗浄槽でハルを洗浄した後の洗浄水やエンドピース
水洗浄槽でエンドピースを洗浄した後の洗浄水等を受け入れた後，硝酸調
整槽へ移送する設計とする。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

2-20
硝酸調整槽は，溶解槽で用いる硝酸の濃度を調整するとともに，可溶性中
性子吸収材を使用する場合は，可溶性中性子吸収材の濃度を調整する設計
とする。調整した硝酸については，硝酸供給槽へ移送する設計とする。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

2-21
硝酸供給槽は，硝酸調整槽で調整した硝酸を溶解槽へ連続的に供給する設
計とする。

設置要求
溶解設備
（許可文中，第4.3-1表，第4.3-1図）

基本方針

2-22

2.2.1.2　清澄・計量設備
清澄・計量設備の最大処理能力は，ＢＷＲ使用済燃料集合体については
4.2t・UPr/d/系列，ＰＷＲ使用済燃料集合体については5.25t・UPr/d/系列

である。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

2-23 清澄・計量設備は，清澄設備及び計量設備で構成する。 設置要求 基本方針 基本方針

2-24
清澄設備は，溶解設備から不溶解残渣を含む溶解液を中継槽に受け入れた
後，清澄機に連続供給し，不溶解残渣を分離除去し，清澄した溶解液を計
量設備に送り出す設計とする。

設置要求
清澄・計量設備
（許可文中，第4.3-2表，第4.3-1図）

基本方針

2-25

清澄機で分離した溶解液中の不溶解残渣は，硝酸を用いて洗浄処理した
後，洗浄液をリサイクル槽に回収し中継槽に戻す設計とする。洗浄後の不
溶解残渣については，清澄機からサイホンで不溶解残渣回収槽に排出し，
さらに，ポンプにより液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備へ移
送する設計とする。

設置要求
清澄・計量設備
（許可文中，第4.3-2表，第4.3-1図）

基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.2 溶解施設】
溶解施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.2 溶解施設】
溶解施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.2 溶解施設】
溶解施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.2 溶解施設】
溶解施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.2 溶解施設】
溶解施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.2 溶解施設】
溶解施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.2 溶解施設】
溶解施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.2 溶解施設】
溶解施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.2 溶解施設】
溶解施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.2 溶解施設】
溶解施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.2 溶解施設】
溶解施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.2 溶解施設】
溶解施設の構成及び設計
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

2-26

計量設備は，清澄設備で清澄した溶解液を計量前中間貯槽に受け入れた
後，計量・調整槽でウラン及びプルトニウムの同位体組成を確認するとと
もに計量し，必要であれば調整又は計量補助槽を用いて液量を調節した
後，計量後中間貯槽からポンプで分離施設の分離設備へ移送する設計とす
る。

設置要求
清澄・計量設備
（許可文中，第4.3-2表，第4.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.2 溶解
施設】
溶解施設の構成及び設計

- - - - -

2-27
清澄機は，高速回転するボウルを内部に有する設計の遠心式の装置の設計
とする。

設置要求
清澄・計量設備
（許可文中，第4.3-2表，第4.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.2 溶解
施設】
溶解施設の構成及び設計

- - - - -

2-28

清澄機は，中継槽から受け入れた溶解液を，清澄機のボウル内に供給し
て，溶解液中の不溶解残渣を高速回転で遠心力によりボウル内面に捕集
し，清澄後の溶解液を計量前中間貯槽に移送する設計とする。所定量の溶
解液を清澄処理後，ボウル内面に捕集した不溶解残渣を低速回転で硝酸を
用い洗浄処理し，洗浄液をリサイクル槽に移送した後，不溶解残渣につい
ては水を用いて不溶解残渣回収槽に排出する設計とする。

設置要求
清澄・計量設備
（許可文中，第4.3-2表，第4.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.2 溶解
施設】
溶解施設の構成及び設計

- - - - -

2-29
これら洗浄用の硝酸及び水が使用不能となった場合に対処するため，予備
の硝酸を供給する設計とする。

設置要求
清澄・計量設備
（許可文中，第4.3-2表，第4.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.2 溶解
施設】
溶解施設の構成及び設計

- - - - -

2-30
なお，清澄機は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から回転
軸の軸封用の空気を供給する設計とする。

設置要求
清澄・計量設備
（許可文中，第4.3-2表，第4.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.2 溶解
施設】
溶解施設の構成及び設計

- - - - -

2-31

不溶解残渣回収槽は，受入れ用配管を閉塞等の可能性を考慮して二重化す
る設計とする。また，不溶解残渣を水中に懸濁させるために，パルセータ
式かくはん装置（圧縮空気の注入により溶液をかくはんするかくはん器）
を設置する設計とする。

設置要求
清澄・計量設備
（許可文中，第4.3-2表，第4.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.2 溶解
施設】
溶解施設の構成及び設計

- - - - -

2-32
リサイクル槽は，溶液のかくはんのために，パルセータ式かくはん装置を
設置する設計とする。

設置要求
清澄・計量設備
（許可文中，第4.3-2表，第4.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.2 溶解
施設】
溶解施設の構成及び設計

- - - - -

2-33
計量補助槽は，必要に応じて計量・調整槽の液量を調節するために，計
量・調整槽から溶解液の一部を受け入れる設計とする。また，受け入れた
溶解液については，計量前中間貯槽へ移送する設計とする。

設置要求
清澄・計量設備
（許可文中，第4.3-2表，第4.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.2 溶解
施設】
溶解施設の構成及び設計

- - - - -
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

2-26

計量設備は，清澄設備で清澄した溶解液を計量前中間貯槽に受け入れた
後，計量・調整槽でウラン及びプルトニウムの同位体組成を確認するとと
もに計量し，必要であれば調整又は計量補助槽を用いて液量を調節した
後，計量後中間貯槽からポンプで分離施設の分離設備へ移送する設計とす
る。

設置要求
清澄・計量設備
（許可文中，第4.3-2表，第4.3-1図）

基本方針

2-27
清澄機は，高速回転するボウルを内部に有する設計の遠心式の装置の設計
とする。

設置要求
清澄・計量設備
（許可文中，第4.3-2表，第4.3-1図）

基本方針

2-28

清澄機は，中継槽から受け入れた溶解液を，清澄機のボウル内に供給し
て，溶解液中の不溶解残渣を高速回転で遠心力によりボウル内面に捕集
し，清澄後の溶解液を計量前中間貯槽に移送する設計とする。所定量の溶
解液を清澄処理後，ボウル内面に捕集した不溶解残渣を低速回転で硝酸を
用い洗浄処理し，洗浄液をリサイクル槽に移送した後，不溶解残渣につい
ては水を用いて不溶解残渣回収槽に排出する設計とする。

設置要求
清澄・計量設備
（許可文中，第4.3-2表，第4.3-1図）

基本方針

2-29
これら洗浄用の硝酸及び水が使用不能となった場合に対処するため，予備
の硝酸を供給する設計とする。

設置要求
清澄・計量設備
（許可文中，第4.3-2表，第4.3-1図）

基本方針

2-30
なお，清澄機は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から回転
軸の軸封用の空気を供給する設計とする。

設置要求
清澄・計量設備
（許可文中，第4.3-2表，第4.3-1図）

基本方針

2-31

不溶解残渣回収槽は，受入れ用配管を閉塞等の可能性を考慮して二重化す
る設計とする。また，不溶解残渣を水中に懸濁させるために，パルセータ
式かくはん装置（圧縮空気の注入により溶液をかくはんするかくはん器）
を設置する設計とする。

設置要求
清澄・計量設備
（許可文中，第4.3-2表，第4.3-1図）

基本方針

2-32
リサイクル槽は，溶液のかくはんのために，パルセータ式かくはん装置を
設置する設計とする。

設置要求
清澄・計量設備
（許可文中，第4.3-2表，第4.3-1図）

基本方針

2-33
計量補助槽は，必要に応じて計量・調整槽の液量を調節するために，計
量・調整槽から溶解液の一部を受け入れる設計とする。また，受け入れた
溶解液については，計量前中間貯槽へ移送する設計とする。

設置要求
清澄・計量設備
（許可文中，第4.3-2表，第4.3-1図）

基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.2 溶解施設】
溶解施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.2 溶解施設】
溶解施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.2 溶解施設】
溶解施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.2 溶解施設】
溶解施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.2 溶解施設】
溶解施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.2 溶解施設】
溶解施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.2 溶解施設】
溶解施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.2 溶解施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.2 溶解施設】
溶解施設の構成及び設計
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

3-1

2.3 分離施設
分離施設の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通項目の
「1. 核燃料物質の臨界防止」，「2. 地盤」，「3. 自然現象等」，「4.
閉じ込めの機能」，「5. 火災等による損傷の防止」，「6. 再処理施設内
における溢水による損傷の防止」，「7. 再処理施設内における化学薬品
の漏えいによる損傷の防止」，「8. 遮蔽」及び「9. 設備に対する要求」
に基づくものとする。

冒頭宣言 - - - - - - - - -

3-2
分離施設は，分離設備1系列，分配設備1系列及び分離建屋一時貯留処理設
備1系列で構成し，分離建屋に収納する設計とする。

設置要求

分離設備
（許可文中，第4.4-1表，第4.4-1図）
分配設備
（許可文中，第4.4-2表，第4.4-1図）
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）
分離建屋（分離建屋／高レベル廃液ガラス固化建
屋間洞道，分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/低レベル廃
液処理建屋/低レベル廃棄物処理建屋/分析建屋間
洞道を含む）
地下水排水設備

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-3 分離建屋は，地上4階，地下3階の建物とする設計とする。 設置要求

分離建屋（分離建屋／高レベル廃液ガラス固化建
屋間洞道，分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/低レベル廃
液処理建屋/低レベル廃棄物処理建屋/分析建屋間
洞道を含む）
地下水排水設備

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-4
分離設備は，溶解施設の清澄・計量設備から受け入れたウラン-235濃縮度
1.6wt%以下の溶解液中のウラン及びプルトニウムと核分裂生成物を分離
し，核分裂生成物を除去する設計とする。

設置要求
分離設備
（許可文中，第4.4-1表，第4.4-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-5
分配設備は，ウランとプルトニウムを分離し，精製施設のウラン精製設備
及びプルトニウム精製設備へ移送する設計とする。

設置要求
分配設備
（許可文中，第4.4-2表，第4.4-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-6
分離建屋一時貯留処理設備は，分離建屋の放射性物質を含む溶液を一時的
に貯留し，処理する設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-7

分離建屋一時貯留処理設備は，工程停止，定期検査等の際に発生する機器
内溶液，洗浄廃液等の液体状の放射性物質を一時的に受け入れ貯留し，有
機相と水相の分離等の適切な処理を行った後，分離設備，酸及び溶媒の回
収施設の溶媒回収設備等に移送する設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-8

また，万一液体状の放射性物質が分離建屋内の溶解液中間貯槽セル等の漏
えい液受皿に漏えいした場合に，漏えいした液体状の放射性物質を一時的
に受け入れ貯留し，有機相と水相の分離等の適切な処理を行った後，分離
設備，分配設備，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備等に移送する設計
とする。

設置要求
分離設備
（許可文中，第4.4-1表，第4.4-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-9

2.3.1.1 分離設備
　溶解液中間貯槽に受け入れた溶解液は，溶解液供給槽を経て抽出塔に供
給する。有機溶媒を用いて溶解液中のウラン及びプルトニウムを抽出する
ことにより，抽出塔からの抽出廃液中のウラン及びプルトニウム量は微量
となる。また，溶解液中の大部分の核分裂生成物については，有機溶媒に
抽出されず，抽出廃液中に残存する設計とする。

設置要求
分離設備
（許可文中，第4.4-1表，第4.4-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-10

ウラン及びプルトニウムを含む有機溶媒については，第1洗浄塔で硝酸を
用いて洗浄し，さらに，第2洗浄塔で硝酸を用いて洗浄することにより，
有機溶媒中に同伴する少量の核分裂生成物を除去した後，エアリフトポン
プで分配設備のプルトニウム分配塔に移送する設計とする。

設置要求
分離設備
（許可文中，第4.4-1表，第4.4-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-11

第1洗浄塔の洗浄廃液については，抽出塔に移送する設計とする。第2洗浄
塔の洗浄廃液は，補助抽出器に移送し，有機溶媒を用いて洗浄廃液中の少
量のウラン及びプルトニウムを抽出することにより，補助抽出器からの抽
出廃液中のウラン及びプルトニウム量は，微量となる。補助抽出器からの
ウラン及びプルトニウムを含む有機溶媒については，抽出塔に移送する設
計とする。

設置要求
分離設備
（許可文中，第4.4-1表，第4.4-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-12

抽出塔からの抽出廃液については，TBP洗浄塔に移送し，希釈剤を用いて
TBPを除去した後，抽出廃液受槽を経て抽出廃液中間貯槽に移送する設計
とする。補助抽出器からの抽出廃液については，TBP洗浄器へ移送し，希
釈剤を用いてTBPを除去した後，補助抽出廃液受槽を経て抽出廃液中間貯
槽に移送する設計とする。

設置要求
分離設備
（許可文中，第4.4-1表，第4.4-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

3-1

2.3 分離施設
分離施設の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通項目の
「1. 核燃料物質の臨界防止」，「2. 地盤」，「3. 自然現象等」，「4.
閉じ込めの機能」，「5. 火災等による損傷の防止」，「6. 再処理施設内
における溢水による損傷の防止」，「7. 再処理施設内における化学薬品
の漏えいによる損傷の防止」，「8. 遮蔽」及び「9. 設備に対する要求」
に基づくものとする。

冒頭宣言 - -

3-2
分離施設は，分離設備1系列，分配設備1系列及び分離建屋一時貯留処理設
備1系列で構成し，分離建屋に収納する設計とする。

設置要求

分離設備
（許可文中，第4.4-1表，第4.4-1図）
分配設備
（許可文中，第4.4-2表，第4.4-1図）
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）
分離建屋（分離建屋／高レベル廃液ガラス固化建
屋間洞道，分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/低レベル廃
液処理建屋/低レベル廃棄物処理建屋/分析建屋間
洞道を含む）
地下水排水設備

基本方針

3-3 分離建屋は，地上4階，地下3階の建物とする設計とする。 設置要求

分離建屋（分離建屋／高レベル廃液ガラス固化建
屋間洞道，分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/低レベル廃
液処理建屋/低レベル廃棄物処理建屋/分析建屋間
洞道を含む）
地下水排水設備

基本方針

3-4
分離設備は，溶解施設の清澄・計量設備から受け入れたウラン-235濃縮度
1.6wt%以下の溶解液中のウラン及びプルトニウムと核分裂生成物を分離
し，核分裂生成物を除去する設計とする。

設置要求
分離設備
（許可文中，第4.4-1表，第4.4-1図）

基本方針

3-5
分配設備は，ウランとプルトニウムを分離し，精製施設のウラン精製設備
及びプルトニウム精製設備へ移送する設計とする。

設置要求
分配設備
（許可文中，第4.4-2表，第4.4-1図）

基本方針

3-6
分離建屋一時貯留処理設備は，分離建屋の放射性物質を含む溶液を一時的
に貯留し，処理する設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

3-7

分離建屋一時貯留処理設備は，工程停止，定期検査等の際に発生する機器
内溶液，洗浄廃液等の液体状の放射性物質を一時的に受け入れ貯留し，有
機相と水相の分離等の適切な処理を行った後，分離設備，酸及び溶媒の回
収施設の溶媒回収設備等に移送する設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

3-8

また，万一液体状の放射性物質が分離建屋内の溶解液中間貯槽セル等の漏
えい液受皿に漏えいした場合に，漏えいした液体状の放射性物質を一時的
に受け入れ貯留し，有機相と水相の分離等の適切な処理を行った後，分離
設備，分配設備，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備等に移送する設計
とする。

設置要求
分離設備
（許可文中，第4.4-1表，第4.4-1図）

基本方針

3-9

2.3.1.1 分離設備
　溶解液中間貯槽に受け入れた溶解液は，溶解液供給槽を経て抽出塔に供
給する。有機溶媒を用いて溶解液中のウラン及びプルトニウムを抽出する
ことにより，抽出塔からの抽出廃液中のウラン及びプルトニウム量は微量
となる。また，溶解液中の大部分の核分裂生成物については，有機溶媒に
抽出されず，抽出廃液中に残存する設計とする。

設置要求
分離設備
（許可文中，第4.4-1表，第4.4-1図）

基本方針

3-10

ウラン及びプルトニウムを含む有機溶媒については，第1洗浄塔で硝酸を
用いて洗浄し，さらに，第2洗浄塔で硝酸を用いて洗浄することにより，
有機溶媒中に同伴する少量の核分裂生成物を除去した後，エアリフトポン
プで分配設備のプルトニウム分配塔に移送する設計とする。

設置要求
分離設備
（許可文中，第4.4-1表，第4.4-1図）

基本方針

3-11

第1洗浄塔の洗浄廃液については，抽出塔に移送する設計とする。第2洗浄
塔の洗浄廃液は，補助抽出器に移送し，有機溶媒を用いて洗浄廃液中の少
量のウラン及びプルトニウムを抽出することにより，補助抽出器からの抽
出廃液中のウラン及びプルトニウム量は，微量となる。補助抽出器からの
ウラン及びプルトニウムを含む有機溶媒については，抽出塔に移送する設
計とする。

設置要求
分離設備
（許可文中，第4.4-1表，第4.4-1図）

基本方針

3-12

抽出塔からの抽出廃液については，TBP洗浄塔に移送し，希釈剤を用いて
TBPを除去した後，抽出廃液受槽を経て抽出廃液中間貯槽に移送する設計
とする。補助抽出器からの抽出廃液については，TBP洗浄器へ移送し，希
釈剤を用いてTBPを除去した後，補助抽出廃液受槽を経て抽出廃液中間貯
槽に移送する設計とする。

設置要求
分離設備
（許可文中，第4.4-1表，第4.4-1図）

基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○ - - - - - - -

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

3-13
抽出廃液中間貯槽に移送した抽出廃液については，試料採取してウラン及
びプルトニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウムの濃度が有意量以下
であることを確認した後，抽出廃液供給槽に移送する設計とする。

設置要求
分離設備
（許可文中，第4.4-1表，第4.4-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-14

抽出廃液供給槽は，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の蒸発缶からの濃
縮液，気体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の
廃ガス洗浄液槽からの洗浄廃液等を受け入れ，スチームジェットポンプで
液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備の高レベル廃液供給槽に移
送する設計とする。

設置要求
分離設備
（許可文中，第4.4-1表，第4.4-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-15
分離設備は，再処理運転中又は工程の停止時に，純水又は硝酸を用いた洗
浄ができる設計とする。

設置要求
分離設備
（許可文中，第4.4-1表，第4.4-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-16
また，工程の停止時に，水酸化ナトリウムを用い，抽出塔，第1洗浄塔，
第2洗浄塔及びTBP洗浄塔を洗浄できる設計とする。

設置要求
分離設備
（許可文中，第4.4-1表，第4.4-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-17

2.3.1.2 分配設備
分配設備は，分離設備からウラン及びプルトニウムを含む有機溶媒を受け
入れ，ウランとプルトニウムに分離し，ウランとプルトニウムを別々に精
製施設へ送り出す設計とする。

設置要求
分配設備
（許可文中，第4.4-2表，第4.4-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-18
硝酸プルトニウム溶液については，ウラン洗浄塔で有機溶媒を用いて微量
のウランを除去し，プルトニウム溶液TBP洗浄器で希釈剤を用いてTBPを除
去する設計とする。

設置要求
分配設備
（許可文中，第4.4-2表，第4.4-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-19

プルトニウム分配塔からのウランを含む有機溶媒については，プルトニウ
ム洗浄器に移送し，プルトニウムの還元剤としてウラナス及びヒドラジン
を含む硝酸溶液並びに逆抽出用液としてヒドラジンを含む硝酸溶液を用い
て，有機溶媒中の微量のプルトニウムを除去した後，ウラン逆抽出器へ移
送し，逆抽出用硝酸を用いてウランを逆抽出する設計とする。

設置要求
分配設備
（許可文中，第4.4-2表，第4.4-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-20
逆抽出によって得られた硝酸ウラニル溶液については，ウラン溶液TBP洗
浄器に移送し，希釈剤を用いてTBPを除去する設計とする。

設置要求
分配設備
（許可文中，第4.4-2表，第4.4-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-21
ウラン溶液TBP洗浄器及び精製施設のプルトニウム精製設備の逆抽出液受
槽からの硝酸ウラニル溶液については，ウラン濃縮缶供給槽に受け入れた
後，ウラン濃縮缶に供給する設計とする。

設置要求
分配設備
（許可文中，第4.4-2表，第4.4-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-22
ウラン濃縮缶で濃縮した硝酸ウラニル溶液については，ウラン濃縮液受槽
を経てポンプで精製施設のウラン精製設備のウラン溶液供給槽へ移送する
設計とする。

設置要求
分配設備
（許可文中，第4.4-2表，第4.4-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-23
ウラン濃縮缶からの凝縮液については,ウラン濃縮缶凝縮液受槽に受け入
れた後,逆抽出用硝酸としてウラン逆抽出器で利用する設計とする。

設置要求
分配設備
（許可文中，第4.4-2表，第4.4-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-24
ウラン逆抽出器で逆抽出を終えた使用済みの有機溶媒については，重力流
で酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の溶媒再生系の分離・分配系の第
1洗浄器へ移送する設計とする。

設置要求
分配設備
（許可文中，第4.4-2表，第4.4-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-25
分配設備は，再処理運転中又は工程の停止時に，純水又は硝酸を用いた洗
浄ができる設計とする。

設置要求
分配設備
（許可文中，第4.4-2表，第4.4-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

3-13
抽出廃液中間貯槽に移送した抽出廃液については，試料採取してウラン及
びプルトニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウムの濃度が有意量以下
であることを確認した後，抽出廃液供給槽に移送する設計とする。

設置要求
分離設備
（許可文中，第4.4-1表，第4.4-1図）

基本方針

3-14

抽出廃液供給槽は，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の蒸発缶からの濃
縮液，気体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の
廃ガス洗浄液槽からの洗浄廃液等を受け入れ，スチームジェットポンプで
液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備の高レベル廃液供給槽に移
送する設計とする。

設置要求
分離設備
（許可文中，第4.4-1表，第4.4-1図）

基本方針

3-15
分離設備は，再処理運転中又は工程の停止時に，純水又は硝酸を用いた洗
浄ができる設計とする。

設置要求
分離設備
（許可文中，第4.4-1表，第4.4-1図）

基本方針

3-16
また，工程の停止時に，水酸化ナトリウムを用い，抽出塔，第1洗浄塔，
第2洗浄塔及びTBP洗浄塔を洗浄できる設計とする。

設置要求
分離設備
（許可文中，第4.4-1表，第4.4-1図）

基本方針

3-17

2.3.1.2 分配設備
分配設備は，分離設備からウラン及びプルトニウムを含む有機溶媒を受け
入れ，ウランとプルトニウムに分離し，ウランとプルトニウムを別々に精
製施設へ送り出す設計とする。

設置要求
分配設備
（許可文中，第4.4-2表，第4.4-1図）

基本方針

3-18
硝酸プルトニウム溶液については，ウラン洗浄塔で有機溶媒を用いて微量
のウランを除去し，プルトニウム溶液TBP洗浄器で希釈剤を用いてTBPを除
去する設計とする。

設置要求
分配設備
（許可文中，第4.4-2表，第4.4-1図）

基本方針

3-19

プルトニウム分配塔からのウランを含む有機溶媒については，プルトニウ
ム洗浄器に移送し，プルトニウムの還元剤としてウラナス及びヒドラジン
を含む硝酸溶液並びに逆抽出用液としてヒドラジンを含む硝酸溶液を用い
て，有機溶媒中の微量のプルトニウムを除去した後，ウラン逆抽出器へ移
送し，逆抽出用硝酸を用いてウランを逆抽出する設計とする。

設置要求
分配設備
（許可文中，第4.4-2表，第4.4-1図）

基本方針

3-20
逆抽出によって得られた硝酸ウラニル溶液については，ウラン溶液TBP洗
浄器に移送し，希釈剤を用いてTBPを除去する設計とする。

設置要求
分配設備
（許可文中，第4.4-2表，第4.4-1図）

基本方針

3-21
ウラン溶液TBP洗浄器及び精製施設のプルトニウム精製設備の逆抽出液受
槽からの硝酸ウラニル溶液については，ウラン濃縮缶供給槽に受け入れた
後，ウラン濃縮缶に供給する設計とする。

設置要求
分配設備
（許可文中，第4.4-2表，第4.4-1図）

基本方針

3-22
ウラン濃縮缶で濃縮した硝酸ウラニル溶液については，ウラン濃縮液受槽
を経てポンプで精製施設のウラン精製設備のウラン溶液供給槽へ移送する
設計とする。

設置要求
分配設備
（許可文中，第4.4-2表，第4.4-1図）

基本方針

3-23
ウラン濃縮缶からの凝縮液については,ウラン濃縮缶凝縮液受槽に受け入
れた後,逆抽出用硝酸としてウラン逆抽出器で利用する設計とする。

設置要求
分配設備
（許可文中，第4.4-2表，第4.4-1図）

基本方針

3-24
ウラン逆抽出器で逆抽出を終えた使用済みの有機溶媒については，重力流
で酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の溶媒再生系の分離・分配系の第
1洗浄器へ移送する設計とする。

設置要求
分配設備
（許可文中，第4.4-2表，第4.4-1図）

基本方針

3-25
分配設備は，再処理運転中又は工程の停止時に，純水又は硝酸を用いた洗
浄ができる設計とする。

設置要求
分配設備
（許可文中，第4.4-2表，第4.4-1図）

基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

3-26
また，工程の停止時に，水酸化ナトリウムを用い，プルトニウム分配塔及
びウラン洗浄塔を洗浄する設計とする。

設置要求
分配設備
（許可文中，第4.4-2表，第4.4-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-27

2.3.1.3 分離建屋一時貯留処理設備
第1一時貯留処理槽は，主にウラン，プルトニウム及び核分裂生成物が混
在する分離設備の抽出塔，第1洗浄塔等の機器内溶液等を受け入れる設計
とする。

設置要求 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-28

第1一時貯留処理槽に受け入れた溶液については，ウラナスを添加して有
機相中のプルトニウムを３価に還元し水相中に移行させ，有機相と水相を
分離する等の処理を行うことができる設計とする。水相については，その
液体の性状に応じて，第7一時貯留処理槽に移送するか又は試料採取して
ウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度が有意
量以下であることを確認した後，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の第
1供給槽等若しくは液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第1低
レベル第1廃液受槽等へスチームジェットポンプで移送する設計とする。
有機相については，第5一時貯留処理槽へ移送する設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-29
第2一時貯留処理槽は，3価のプルトニウムが分離されている第8一時貯留
処理槽の水相，プルトニウム溶液中間貯槽セルの漏えい液受皿に漏えいし
た液体状の放射性物質等を受け入れる設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-30

第2一時貯留処理槽に受け入れた溶液については，亜硝酸ナトリウムを添
加してプルトニウムを4価に酸化する等の処理を行うことができる設計と
する。水相については，その液体の性状に応じて，試料採取してプルトニ
ウム量を分析し，プルトニウム濃度を確認した後，第3一時貯留処理槽若
しくは第4一時貯留処理槽に移送するか又は試料採取してウラン及びプル
トニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度が有意量以下であるこ
とを確認した後，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の第1供給槽等若し
くは液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第1低レベル第1廃液
受槽等へスチームジェットポンプで移送する設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-31

第3一時貯留処理槽は，主にウラン，プルトニウム及び核分裂生成物が混
在する第2一時貯留処理槽，第4一時貯留処理槽及び第7一時貯留処理槽か
らの水相，分離設備の抽出廃液受槽等の機器内溶液，その他再処理設備の
附属施設の分析設備からの分析済溶液等を受け入れる設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-32

第3一時貯留処理槽に受け入れた溶液については，その液体の性状に応じ
て，試料採取してウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及びプルト
ニウム濃度を確認した後，分離設備の抽出塔へエアリフトポンプで移送す
るか又は試料採取してウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及びプ
ルトニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，酸及び溶媒の回収
施設の酸回収設備の第1供給槽等若しくは液体廃棄物の廃棄施設の低レベ
ル廃液処理設備の第1低レベル第1廃液受槽等へスチームジェットポンプで
移送する設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-33
第4一時貯留処理槽は，主に核分裂生成物を含む第2一時貯留処理槽及び第
7一時貯留処理槽からの水相，分離設備の抽出廃液中間貯槽の機器内溶液
等を受け入れる設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-34

第4一時貯留処理槽に受け入れた溶液については，その液体の性状に応じ
て，第3一時貯留処理槽へ移送するか又は試料採取してウラン及びプルト
ニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度が有意量以下であること
を確認した後，分離設備のTBP洗浄塔へエアリフトポンプで若しくは抽出
廃液供給槽へスチームジェットポンプで，酸及び溶媒の回収施設の酸回収
設備の第1供給槽等，液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第1
低レベル第1廃液受槽等又は高レベル廃液処理設備の高レベル濃縮廃液一
時貯槽等へスチームジェットポンプで移送する設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-35
第5一時貯留処理槽は，プルトニウムを除去した第1一時貯留処理槽及び第
8一時貯留処理槽からの有機相等を受け入れる設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-36

第5一時貯留処理槽に受け入れた有機相については，微量の水相の混入が
ある場合，有機相と水相を分離する等の処理を行うことができる設計とす
る。水相については，その液体の性状に応じて，第1一時貯留処理槽に移
送するか又は試料採取してウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及
びプルトニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，酸及び溶媒の
回収施設の酸回収設備の第1供給槽等若しくは液体廃棄物の廃棄施設の低
レベル廃液処理設備の第1低レベル第1廃液受槽等へスチームジェットポン
プで移送する設計とする。有機相については，試料採取してプルトニウム
量を分析し，プルトニウム濃度を確認した後，第9一時貯留処理槽へ移送
できる設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

3-26
また，工程の停止時に，水酸化ナトリウムを用い，プルトニウム分配塔及
びウラン洗浄塔を洗浄する設計とする。

設置要求
分配設備
（許可文中，第4.4-2表，第4.4-1図）

基本方針

3-27

2.3.1.3 分離建屋一時貯留処理設備
第1一時貯留処理槽は，主にウラン，プルトニウム及び核分裂生成物が混
在する分離設備の抽出塔，第1洗浄塔等の機器内溶液等を受け入れる設計
とする。

設置要求 基本方針 基本方針

3-28

第1一時貯留処理槽に受け入れた溶液については，ウラナスを添加して有
機相中のプルトニウムを３価に還元し水相中に移行させ，有機相と水相を
分離する等の処理を行うことができる設計とする。水相については，その
液体の性状に応じて，第7一時貯留処理槽に移送するか又は試料採取して
ウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度が有意
量以下であることを確認した後，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の第
1供給槽等若しくは液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第1低
レベル第1廃液受槽等へスチームジェットポンプで移送する設計とする。
有機相については，第5一時貯留処理槽へ移送する設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

3-29
第2一時貯留処理槽は，3価のプルトニウムが分離されている第8一時貯留
処理槽の水相，プルトニウム溶液中間貯槽セルの漏えい液受皿に漏えいし
た液体状の放射性物質等を受け入れる設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

3-30

第2一時貯留処理槽に受け入れた溶液については，亜硝酸ナトリウムを添
加してプルトニウムを4価に酸化する等の処理を行うことができる設計と
する。水相については，その液体の性状に応じて，試料採取してプルトニ
ウム量を分析し，プルトニウム濃度を確認した後，第3一時貯留処理槽若
しくは第4一時貯留処理槽に移送するか又は試料採取してウラン及びプル
トニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度が有意量以下であるこ
とを確認した後，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の第1供給槽等若し
くは液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第1低レベル第1廃液
受槽等へスチームジェットポンプで移送する設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

3-31

第3一時貯留処理槽は，主にウラン，プルトニウム及び核分裂生成物が混
在する第2一時貯留処理槽，第4一時貯留処理槽及び第7一時貯留処理槽か
らの水相，分離設備の抽出廃液受槽等の機器内溶液，その他再処理設備の
附属施設の分析設備からの分析済溶液等を受け入れる設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

3-32

第3一時貯留処理槽に受け入れた溶液については，その液体の性状に応じ
て，試料採取してウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及びプルト
ニウム濃度を確認した後，分離設備の抽出塔へエアリフトポンプで移送す
るか又は試料採取してウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及びプ
ルトニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，酸及び溶媒の回収
施設の酸回収設備の第1供給槽等若しくは液体廃棄物の廃棄施設の低レベ
ル廃液処理設備の第1低レベル第1廃液受槽等へスチームジェットポンプで
移送する設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

3-33
第4一時貯留処理槽は，主に核分裂生成物を含む第2一時貯留処理槽及び第
7一時貯留処理槽からの水相，分離設備の抽出廃液中間貯槽の機器内溶液
等を受け入れる設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

3-34

第4一時貯留処理槽に受け入れた溶液については，その液体の性状に応じ
て，第3一時貯留処理槽へ移送するか又は試料採取してウラン及びプルト
ニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度が有意量以下であること
を確認した後，分離設備のTBP洗浄塔へエアリフトポンプで若しくは抽出
廃液供給槽へスチームジェットポンプで，酸及び溶媒の回収施設の酸回収
設備の第1供給槽等，液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第1
低レベル第1廃液受槽等又は高レベル廃液処理設備の高レベル濃縮廃液一
時貯槽等へスチームジェットポンプで移送する設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

3-35
第5一時貯留処理槽は，プルトニウムを除去した第1一時貯留処理槽及び第
8一時貯留処理槽からの有機相等を受け入れる設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

3-36

第5一時貯留処理槽に受け入れた有機相については，微量の水相の混入が
ある場合，有機相と水相を分離する等の処理を行うことができる設計とす
る。水相については，その液体の性状に応じて，第1一時貯留処理槽に移
送するか又は試料採取してウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及
びプルトニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，酸及び溶媒の
回収施設の酸回収設備の第1供給槽等若しくは液体廃棄物の廃棄施設の低
レベル廃液処理設備の第1低レベル第1廃液受槽等へスチームジェットポン
プで移送する設計とする。有機相については，試料採取してプルトニウム
量を分析し，プルトニウム濃度を確認した後，第9一時貯留処理槽へ移送
できる設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

3-37
第6一時貯留処理槽は，分離設備の抽出塔及びTBP洗浄塔の有機相と水相の
界面から抜き出す抽出廃液等を受け入れる設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-38

第6一時貯留処理槽に受け入れた溶液については，有機相と水相を分離す
る等の処理を行うことができる設計とする。水相については，その液体の
性状に応じて，試料採取してウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン
及びプルトニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，分離設備の
抽出廃液供給槽，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備の高レベ
ル濃縮廃液一時貯槽等若しくは低レベル廃液処理設備の第1低レベル第1廃
液受槽等又は酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の第1供給槽等へスチー
ムジェットポンプで移送できる設計とする。有機相については，第9一時
貯留処理槽へ移送する設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-39
第7一時貯留処理槽は，主にプルトニウムの原子価が3価である第1一時貯
留処理槽からの水相，溶解液中間貯槽セル等の漏えい液受皿に漏えいした
液体状の放射性物質等を受け入れる設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-40

第7一時貯留処理槽に受け入れた溶液については，亜硝酸ナトリウムを添
加してプルトニウムを4価に酸化する等の処理を行うことができる設計と
する。水相については，その液体の性状に応じて，試料採取してプルトニ
ウム量を分析し，プルトニウム濃度を確認した後，第3一時貯留処理槽若
しくは第4一時貯留処理槽へ移送するか又は試料採取してウラン及びプル
トニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度が有意量以下であるこ
とを確認した後，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の第1供給槽等若し
くは液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第1低レベル第1廃液
受槽等へスチームジェットポンプで移送する設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-41
第8一時貯留処理槽は，主にプルトニウムを含む分配設備のプルトニウム
分配塔，ウラン洗浄塔等の機器内溶液等を受け入れる設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-42

第8一時貯留処理槽に受け入れた溶液については，ウラナスを添加して有
機相中のプルトニウムを3価に還元し水相中に移行させ，有機相と水相を
分離する等の処理を行うことができる設計とする。水相については，その
液体の性状に応じて，第2一時貯留処理槽に移送するか又は試料採取して
ウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度が有意
量以下であることを確認した後，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の第
1供給槽等若しくは液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第1低
レベル第1廃液受槽等へスチームジェットポンプで移送する設計とする。
有機相については，第5一時貯留処理槽へ移送する設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-43
第9一時貯留処理槽は，プルトニウムを除去した第5一時貯留処理槽，第6
一時貯留処理槽及び第10一時貯留処理槽からの有機相等を受け入れる設計
とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-44

第9一時貯留処理槽に受け入れた有機相については，微量の水相の混入が
ある場合，有機相と水相を分離する等の処理を行うことができる設計とす
る。水相については，その液体の性状に応じて，試料採取してウラン及び
プルトニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度が有意量以下であ
ることを確認した後，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の第1供給槽等
若しくは液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第1低レベル第1
廃液受槽等へスチームジェットポンプで移送する設計とする。有機相につ
いては，その液体の性状に応じて，分離設備の第1洗浄塔等又は試料採取
してウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度が
有意量以下であることを確認した後，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設
備の溶媒再生系の分離・分配系の第1洗浄器へエアリフトポンプで移送す
る設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-45

第10一時貯留処理槽は，主にウランを含む分配設備のウラン逆抽出器等の
機器内溶液，ウラン及びプルトニウムを含まない酸及び溶媒の回収施設の
溶媒回収設備の溶媒再生系の分離・分配系の第1洗浄器等の機器内溶液等
を受け入れる設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -

3-46

第10一時貯留処理槽に受け入れた溶液については，有機相と水相を分離す
る等の処理を行うことができる設計とする。水相については，その液体の
性状に応じて，試料採取してプルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度
が有意量以下であることを確認した後，分配設備のウラン溶液TBP洗浄器
等へエアリフトポンプで移送するか又は試料採取してウラン及びプルトニ
ウム量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度が有意量以下であることを
確認した後，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備のアルカリ廃
液供給槽等若しくは低レベル廃液処理設備の第1低レベル第1廃液受槽等又
は酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の第1供給槽等へスチームジェット
ポンプで移送する設計とする。有機相については，その液体の性状に応じ
て，第9一時貯留処理槽に移送するか又は試料採取してウラン及びプルト
ニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度が有意量以下であること
を確認した後，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の溶媒再生系の分
離・分配系の第1洗浄器へエアリフトポンプで移送する設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

- - - - -
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

3-37
第6一時貯留処理槽は，分離設備の抽出塔及びTBP洗浄塔の有機相と水相の
界面から抜き出す抽出廃液等を受け入れる設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

3-38

第6一時貯留処理槽に受け入れた溶液については，有機相と水相を分離す
る等の処理を行うことができる設計とする。水相については，その液体の
性状に応じて，試料採取してウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン
及びプルトニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，分離設備の
抽出廃液供給槽，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備の高レベ
ル濃縮廃液一時貯槽等若しくは低レベル廃液処理設備の第1低レベル第1廃
液受槽等又は酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の第1供給槽等へスチー
ムジェットポンプで移送できる設計とする。有機相については，第9一時
貯留処理槽へ移送する設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

3-39
第7一時貯留処理槽は，主にプルトニウムの原子価が3価である第1一時貯
留処理槽からの水相，溶解液中間貯槽セル等の漏えい液受皿に漏えいした
液体状の放射性物質等を受け入れる設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

3-40

第7一時貯留処理槽に受け入れた溶液については，亜硝酸ナトリウムを添
加してプルトニウムを4価に酸化する等の処理を行うことができる設計と
する。水相については，その液体の性状に応じて，試料採取してプルトニ
ウム量を分析し，プルトニウム濃度を確認した後，第3一時貯留処理槽若
しくは第4一時貯留処理槽へ移送するか又は試料採取してウラン及びプル
トニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度が有意量以下であるこ
とを確認した後，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の第1供給槽等若し
くは液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第1低レベル第1廃液
受槽等へスチームジェットポンプで移送する設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

3-41
第8一時貯留処理槽は，主にプルトニウムを含む分配設備のプルトニウム
分配塔，ウラン洗浄塔等の機器内溶液等を受け入れる設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

3-42

第8一時貯留処理槽に受け入れた溶液については，ウラナスを添加して有
機相中のプルトニウムを3価に還元し水相中に移行させ，有機相と水相を
分離する等の処理を行うことができる設計とする。水相については，その
液体の性状に応じて，第2一時貯留処理槽に移送するか又は試料採取して
ウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度が有意
量以下であることを確認した後，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の第
1供給槽等若しくは液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第1低
レベル第1廃液受槽等へスチームジェットポンプで移送する設計とする。
有機相については，第5一時貯留処理槽へ移送する設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

3-43
第9一時貯留処理槽は，プルトニウムを除去した第5一時貯留処理槽，第6
一時貯留処理槽及び第10一時貯留処理槽からの有機相等を受け入れる設計
とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

3-44

第9一時貯留処理槽に受け入れた有機相については，微量の水相の混入が
ある場合，有機相と水相を分離する等の処理を行うことができる設計とす
る。水相については，その液体の性状に応じて，試料採取してウラン及び
プルトニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度が有意量以下であ
ることを確認した後，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の第1供給槽等
若しくは液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第1低レベル第1
廃液受槽等へスチームジェットポンプで移送する設計とする。有機相につ
いては，その液体の性状に応じて，分離設備の第1洗浄塔等又は試料採取
してウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度が
有意量以下であることを確認した後，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設
備の溶媒再生系の分離・分配系の第1洗浄器へエアリフトポンプで移送す
る設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

3-45

第10一時貯留処理槽は，主にウランを含む分配設備のウラン逆抽出器等の
機器内溶液，ウラン及びプルトニウムを含まない酸及び溶媒の回収施設の
溶媒回収設備の溶媒再生系の分離・分配系の第1洗浄器等の機器内溶液等
を受け入れる設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

3-46

第10一時貯留処理槽に受け入れた溶液については，有機相と水相を分離す
る等の処理を行うことができる設計とする。水相については，その液体の
性状に応じて，試料採取してプルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度
が有意量以下であることを確認した後，分配設備のウラン溶液TBP洗浄器
等へエアリフトポンプで移送するか又は試料採取してウラン及びプルトニ
ウム量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度が有意量以下であることを
確認した後，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備のアルカリ廃
液供給槽等若しくは低レベル廃液処理設備の第1低レベル第1廃液受槽等又
は酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の第1供給槽等へスチームジェット
ポンプで移送する設計とする。有機相については，その液体の性状に応じ
て，第9一時貯留処理槽に移送するか又は試料採取してウラン及びプルト
ニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度が有意量以下であること
を確認した後，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の溶媒再生系の分
離・分配系の第1洗浄器へエアリフトポンプで移送する設計とする。

設置要求
分離建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.4-3表，第4.4-2図）

基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.3 分離施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.3 分離
施設】
分離施設の構成及び設計
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

4ｰ1

2.4 精製施設
精製施設の設計に係る共通的な設計方針については，第１章　共通項目の
「1. 核燃料物質の臨界防止」，「2. 地盤」，「3. 自然現象等」，「4.
閉じ込めの機能」，「5. 火災等による損傷の防止」，「6. 再処理施設内
における溢水による損傷の防止」，「7. 再処理施設内における化学薬品
の漏えいによる損傷の防止」，「8. 遮蔽」及び「9. 設備に対する要求」
に基づくものとする。

冒頭宣言 - - - - - - - - -

4ｰ2
2.4.1 設計基準対象の施設
精製施設は，ウラン精製設備1系列，プルトニウム精製設備1系列及び精製
建屋一時貯留処理設備1系列で構成し，精製建屋に収納する設計とする。

設置要求

ウラン精製設備
（許可文中，第4.5-1表，第4.5-1図）
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）
精製建屋（精製建屋/ウラン脱硝建屋間洞道，精
製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間洞
道を含む）
地下水排水設備

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ3 精製建屋は，地上6階，地下3階の建物とする設計とする。 設置要求

精製建屋（精製建屋/ウラン脱硝建屋間洞道，精
製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間洞
道を含む）
地下水排水設備

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ4
ウラン精製設備は，分離施設の分配設備から受け入れた硝酸ウラニル溶液
中の核分裂生成物を除去し，脱硝施設のウラン脱硝設備及びウラン・プル
トニウム混合脱硝設備に移送する設計とする。

設置要求
ウラン精製設備
（許可文中，第4.5-1表，第4.5-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ5
プルトニウム精製設備は，分離施設の分配設備から受け入れた硝酸プルト
ニウム溶液中の核分裂生成物を除去し，ウラン・プルトニウム混合脱硝設
備に移送する設計とする。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ6
精製建屋一時貯留処理設備は，精製建屋の放射性物質を含む溶液を一時的
に貯留し，処理する設計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ7

2.4.1.1　ウラン精製設備
ウラン精製設備は，分離施設の分配設備から受け入れた硝酸ウラニル溶液
を有機溶媒，硝酸及びヒドラジンを用い，抽出，洗浄及び逆抽出の操作を
行い，ウラン濃縮缶で濃縮を行って，ウランの精製を行う設備である。

設置要求
ウラン精製設備
（許可文中，第4.5-1表，第4.5-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ8
分離施設の分配設備のウラン濃縮液受槽からウラン溶液供給槽に受け入れ
る硝酸ウラニル溶液については，硝酸及びヒドラジンを含む硝酸溶液を添
加してウラン濃度，硝酸濃度を調整し，抽出器に供給する設計とする。

設置要求
ウラン精製設備
（許可文中，第4.5-1表，第4.5-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ9

抽出器では有機溶媒を用いてウランを抽出する。次にウランを含む有機溶
媒は，核分裂生成物洗浄器に移送し，ヒドラジンを含む硝酸溶液を用いて
有機溶媒中に存在する微量の核分裂生成物等の除去を行った後，逆抽出器
に移送し，逆抽出用硝酸を用いてウランを逆抽出する設計とする。逆抽出
によって得られた硝酸ウラニル溶液については，ウラン溶液TBP洗浄器に
移送し，希釈剤を用いてTBPを除去する設計とする。ウラン溶液TBP洗浄器
からの硝酸ウラニル溶液については，ウラン濃縮缶供給槽に受け入れた
後，ウラン濃縮缶に供給する設計とする。

設置要求
ウラン精製設備
（許可文中，第4.5-1表，第4.5-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ10

ウラン濃縮缶で濃縮した硝酸ウラニル溶液については，ウラン濃縮液第1
受槽を経てウラン濃縮液第1中間貯槽へ移送する設計とする。ウラン濃縮
液第1中間貯槽の大部分の硝酸ウラニル溶液については，ウラン濃縮液第2
受槽及びウラン濃縮液第2中間貯槽を経由してポンプで脱硝施設のウラン
脱硝設備の硝酸ウラニル貯槽へ移送する設計とする。ウラン濃縮液第1中
間貯槽の一部の硝酸ウラニル溶液については,ウラン濃縮液第2受槽及びウ
ラン濃縮液第3中間貯槽を経由してポンプで脱硝施設のウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備の硝酸ウラニル貯槽へ移送し，硝酸プルトニウム溶液と
混合する設計とする。また，ウラン濃縮液第1中間貯槽の一部の硝酸ウラ
ニル溶液については，ウラン濃縮液第2受槽を経由してウラナス製造器へ
も移送する設計とする。

設置要求
ウラン精製設備
（許可文中，第4.5-1表，第4.5-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ11

なお，ウラン濃縮液第1中間貯槽に受け入れた硝酸ウラニル溶液について
は，試料採取して核分裂生成物等の量を分析し，精製度が低い場合はリサ
イクル槽に受け入れた後，ウラン溶液供給槽へ移送する設計とする。ま
た，ウラン試験時に用いる硝酸ウラニル溶液の一部については，脱硝施設
のウラン脱硝設備の硝酸ウラニル貯槽からウラン濃縮液第2受槽に受け入
れる設計とする。

設置要求
ウラン精製設備
（許可文中，第4.5-1表，第4.5-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

4ｰ1

2.4 精製施設
精製施設の設計に係る共通的な設計方針については，第１章　共通項目の
「1. 核燃料物質の臨界防止」，「2. 地盤」，「3. 自然現象等」，「4.
閉じ込めの機能」，「5. 火災等による損傷の防止」，「6. 再処理施設内
における溢水による損傷の防止」，「7. 再処理施設内における化学薬品
の漏えいによる損傷の防止」，「8. 遮蔽」及び「9. 設備に対する要求」
に基づくものとする。

冒頭宣言 - -

4ｰ2
2.4.1 設計基準対象の施設
精製施設は，ウラン精製設備1系列，プルトニウム精製設備1系列及び精製
建屋一時貯留処理設備1系列で構成し，精製建屋に収納する設計とする。

設置要求

ウラン精製設備
（許可文中，第4.5-1表，第4.5-1図）
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）
精製建屋（精製建屋/ウラン脱硝建屋間洞道，精
製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間洞
道を含む）
地下水排水設備

基本方針

4ｰ3 精製建屋は，地上6階，地下3階の建物とする設計とする。 設置要求

精製建屋（精製建屋/ウラン脱硝建屋間洞道，精
製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間洞
道を含む）
地下水排水設備

基本方針

4ｰ4
ウラン精製設備は，分離施設の分配設備から受け入れた硝酸ウラニル溶液
中の核分裂生成物を除去し，脱硝施設のウラン脱硝設備及びウラン・プル
トニウム混合脱硝設備に移送する設計とする。

設置要求
ウラン精製設備
（許可文中，第4.5-1表，第4.5-1図）

基本方針

4ｰ5
プルトニウム精製設備は，分離施設の分配設備から受け入れた硝酸プルト
ニウム溶液中の核分裂生成物を除去し，ウラン・プルトニウム混合脱硝設
備に移送する設計とする。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

4ｰ6
精製建屋一時貯留処理設備は，精製建屋の放射性物質を含む溶液を一時的
に貯留し，処理する設計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

4ｰ7

2.4.1.1　ウラン精製設備
ウラン精製設備は，分離施設の分配設備から受け入れた硝酸ウラニル溶液
を有機溶媒，硝酸及びヒドラジンを用い，抽出，洗浄及び逆抽出の操作を
行い，ウラン濃縮缶で濃縮を行って，ウランの精製を行う設備である。

設置要求
ウラン精製設備
（許可文中，第4.5-1表，第4.5-1図）

基本方針

4ｰ8
分離施設の分配設備のウラン濃縮液受槽からウラン溶液供給槽に受け入れ
る硝酸ウラニル溶液については，硝酸及びヒドラジンを含む硝酸溶液を添
加してウラン濃度，硝酸濃度を調整し，抽出器に供給する設計とする。

設置要求
ウラン精製設備
（許可文中，第4.5-1表，第4.5-1図）

基本方針

4ｰ9

抽出器では有機溶媒を用いてウランを抽出する。次にウランを含む有機溶
媒は，核分裂生成物洗浄器に移送し，ヒドラジンを含む硝酸溶液を用いて
有機溶媒中に存在する微量の核分裂生成物等の除去を行った後，逆抽出器
に移送し，逆抽出用硝酸を用いてウランを逆抽出する設計とする。逆抽出
によって得られた硝酸ウラニル溶液については，ウラン溶液TBP洗浄器に
移送し，希釈剤を用いてTBPを除去する設計とする。ウラン溶液TBP洗浄器
からの硝酸ウラニル溶液については，ウラン濃縮缶供給槽に受け入れた
後，ウラン濃縮缶に供給する設計とする。

設置要求
ウラン精製設備
（許可文中，第4.5-1表，第4.5-1図）

基本方針

4ｰ10

ウラン濃縮缶で濃縮した硝酸ウラニル溶液については，ウラン濃縮液第1
受槽を経てウラン濃縮液第1中間貯槽へ移送する設計とする。ウラン濃縮
液第1中間貯槽の大部分の硝酸ウラニル溶液については，ウラン濃縮液第2
受槽及びウラン濃縮液第2中間貯槽を経由してポンプで脱硝施設のウラン
脱硝設備の硝酸ウラニル貯槽へ移送する設計とする。ウラン濃縮液第1中
間貯槽の一部の硝酸ウラニル溶液については,ウラン濃縮液第2受槽及びウ
ラン濃縮液第3中間貯槽を経由してポンプで脱硝施設のウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備の硝酸ウラニル貯槽へ移送し，硝酸プルトニウム溶液と
混合する設計とする。また，ウラン濃縮液第1中間貯槽の一部の硝酸ウラ
ニル溶液については，ウラン濃縮液第2受槽を経由してウラナス製造器へ
も移送する設計とする。

設置要求
ウラン精製設備
（許可文中，第4.5-1表，第4.5-1図）

基本方針

4ｰ11

なお，ウラン濃縮液第1中間貯槽に受け入れた硝酸ウラニル溶液について
は，試料採取して核分裂生成物等の量を分析し，精製度が低い場合はリサ
イクル槽に受け入れた後，ウラン溶液供給槽へ移送する設計とする。ま
た，ウラン試験時に用いる硝酸ウラニル溶液の一部については，脱硝施設
のウラン脱硝設備の硝酸ウラニル貯槽からウラン濃縮液第2受槽に受け入
れる設計とする。

設置要求
ウラン精製設備
（許可文中，第4.5-1表，第4.5-1図）

基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

〇 - - - - - - -

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

4ｰ12

ウラナス製造器では，水素を用いて硝酸ウラニル溶液を還元してウラナス
を製造する設計とする。ウラナス製造器からのウラナスを含む硝酸溶液に
ついては，第1気液分離槽で未反応の水素を分離後，第2気液分離槽へ移送
して窒素を用いて溶存する水素を追い出すとともにヒドラジンを含む硝酸
溶液を添加する設計とする。第2気液分離槽からのウラナス及びヒドラジ
ンを含む硝酸溶液については，ウラナス溶液受槽に受け入れた後，ウラナ
ス溶液中間貯槽を経由してポンプで分離施設等へ移送し，分配設備のプル
トニウム分配塔，プルトニウム精製設備のプルトニウム洗浄器等で利用す
る設計とする。第1気液分離槽からの水素については，洗浄塔で水を用い
てウラン及び硝酸を含むエアロゾルを洗浄により除去し，空気で希釈した
後，精製建屋換気設備へ移送する設計とする。

設置要求
ウラン精製設備
（許可文中，第4.5-1表，第4.5-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ13
抽出器の抽出廃液については，抽出廃液TBP洗浄器で希釈剤を用いてTBPを
除去した後，重力流で酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の油水分離槽へ
移送する設計とする。

設置要求
ウラン精製設備
（許可文中，第4.5-1表，第4.5-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ14
ウラン濃縮缶からの凝縮液については，ウラン濃縮缶凝縮液受槽に受け入
れた後，逆抽出用硝酸として逆抽出器で利用する設計とする。

設置要求
ウラン精製設備
（許可文中，第4.5-1表，第4.5-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ15
逆抽出器で逆抽出を終えた使用済みの有機溶媒については，重力流で酸及
び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の溶媒再生系のウラン精製系の第1洗浄
器へ移送する設計とする。

設置要求
ウラン精製設備
（許可文中，第4.5-1表，第4.5-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ16

2.4.1.2　プルトニウム精製設備
プルトニウム精製設備は，分離施設の分配設備から受け入れた硝酸プルト
ニウム溶液をNOx，空気，有機溶媒，硝酸，ヒドラジン，HAN及びウラナス
を用いて，プルトニウムの酸化，脱ガス，抽出，洗浄及び逆抽出の操作を
行い，プルトニウム濃縮缶で濃縮を行って，プルトニウムの精製を行う設
備である。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ17

分離施設の分配設備のプルトニウム溶液中間貯槽からプルトニウム溶液供
給槽に受け入れる硝酸プルトニウム溶液については，脱硝施設のウラン・
プルトニウム混合脱硝設備の凝縮廃液貯槽から低濃度プルトニウム溶液受
槽に受け入れる凝縮液とともに，硝酸を添加した後，第1酸化塔に供給す
る設計とする。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ18

第1酸化塔に受け入れた硝酸プルトニウム溶液については，3価のプルトニ
ウムをNOxを用いて4価のプルトニウムに酸化した後，第1脱ガス塔に移送
する。第1脱ガス塔では，空気を用いて硝酸プルトニウム溶液に溶存して
いるNOxを追い出した後，抽出塔に供給する設計とする。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ19

抽出塔に供給する硝酸プルトニウム溶液については，有機溶媒を用いてプ
ルトニウムを抽出することにより，抽出塔からの抽出廃液中のプルトニウ
ム量は微量となる。次にプルトニウムを含む有機溶媒については，核分裂
生成物洗浄塔へ移送し，硝酸を用いて有機溶媒中に存在する微量の核分裂
生成物の除去を行った後，逆抽出塔でHAN及びヒドラジンを含む硝酸溶液
を用いて，プルトニウムを3価に還元しプルトニウムの逆抽出を行う設計
とする。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ20

逆抽出によって得られた硝酸プルトニウム溶液については，ウラン洗浄塔
で有機溶媒を用いて微量のウランを除去し，補助油水分離槽へ移送する。
補助油水分離槽で有機溶媒を除去した硝酸プルトニウム溶液については，
TBP洗浄器で希釈剤を用いてTBPの除去を行う設計とする。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ21

TBP洗浄器からの硝酸プルトニウム溶液については，第2酸化塔に供給し，
3価のプルトニウムをNOxを用いて4価のプルトニウムに酸化し，第2脱ガス
塔に移送する。第2脱ガス塔では，空気を用いて硝酸プルトニウム溶液に
溶存しているNOxを追い出した後，プルトニウム溶液受槽に移送する設計
とする。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ22

プルトニウム溶液受槽からの硝酸プルトニウム溶液については，油水分離
槽に移送し，微量の有機溶媒を分離した後，プルトニウム濃縮缶供給槽を
経て，プルトニウム濃縮缶に供給する設計とする。なお，油水分離槽の硝
酸プルトニウム溶液については，必要に応じてプルトニウム溶液一時貯槽
で一時貯蔵できる設計とする。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ23

プルトニウム濃縮缶に供給する硝酸プルトニウム溶液については，プルト
ニウム濃縮缶で濃縮した後，プルトニウム濃縮液受槽に移送する。プルト
ニウム濃縮液受槽のプルトニウム濃縮缶で濃縮された後の硝酸プルトニウ
ム溶液（以下「プルトニウム濃縮液」という。）については，プルトニウ
ム濃縮液計量槽へ移送する設計とする。なお，プルトニウム濃縮液受槽の
プルトニウム濃縮液については，必要に応じてプルトニウム濃縮液一時貯
槽で一時貯蔵できる設計とする。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

4ｰ12

ウラナス製造器では，水素を用いて硝酸ウラニル溶液を還元してウラナス
を製造する設計とする。ウラナス製造器からのウラナスを含む硝酸溶液に
ついては，第1気液分離槽で未反応の水素を分離後，第2気液分離槽へ移送
して窒素を用いて溶存する水素を追い出すとともにヒドラジンを含む硝酸
溶液を添加する設計とする。第2気液分離槽からのウラナス及びヒドラジ
ンを含む硝酸溶液については，ウラナス溶液受槽に受け入れた後，ウラナ
ス溶液中間貯槽を経由してポンプで分離施設等へ移送し，分配設備のプル
トニウム分配塔，プルトニウム精製設備のプルトニウム洗浄器等で利用す
る設計とする。第1気液分離槽からの水素については，洗浄塔で水を用い
てウラン及び硝酸を含むエアロゾルを洗浄により除去し，空気で希釈した
後，精製建屋換気設備へ移送する設計とする。

設置要求
ウラン精製設備
（許可文中，第4.5-1表，第4.5-1図）

基本方針

4ｰ13
抽出器の抽出廃液については，抽出廃液TBP洗浄器で希釈剤を用いてTBPを
除去した後，重力流で酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の油水分離槽へ
移送する設計とする。

設置要求
ウラン精製設備
（許可文中，第4.5-1表，第4.5-1図）

基本方針

4ｰ14
ウラン濃縮缶からの凝縮液については，ウラン濃縮缶凝縮液受槽に受け入
れた後，逆抽出用硝酸として逆抽出器で利用する設計とする。

設置要求
ウラン精製設備
（許可文中，第4.5-1表，第4.5-1図）

基本方針

4ｰ15
逆抽出器で逆抽出を終えた使用済みの有機溶媒については，重力流で酸及
び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の溶媒再生系のウラン精製系の第1洗浄
器へ移送する設計とする。

設置要求
ウラン精製設備
（許可文中，第4.5-1表，第4.5-1図）

基本方針

4ｰ16

2.4.1.2　プルトニウム精製設備
プルトニウム精製設備は，分離施設の分配設備から受け入れた硝酸プルト
ニウム溶液をNOx，空気，有機溶媒，硝酸，ヒドラジン，HAN及びウラナス
を用いて，プルトニウムの酸化，脱ガス，抽出，洗浄及び逆抽出の操作を
行い，プルトニウム濃縮缶で濃縮を行って，プルトニウムの精製を行う設
備である。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

4ｰ17

分離施設の分配設備のプルトニウム溶液中間貯槽からプルトニウム溶液供
給槽に受け入れる硝酸プルトニウム溶液については，脱硝施設のウラン・
プルトニウム混合脱硝設備の凝縮廃液貯槽から低濃度プルトニウム溶液受
槽に受け入れる凝縮液とともに，硝酸を添加した後，第1酸化塔に供給す
る設計とする。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

4ｰ18

第1酸化塔に受け入れた硝酸プルトニウム溶液については，3価のプルトニ
ウムをNOxを用いて4価のプルトニウムに酸化した後，第1脱ガス塔に移送
する。第1脱ガス塔では，空気を用いて硝酸プルトニウム溶液に溶存して
いるNOxを追い出した後，抽出塔に供給する設計とする。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

4ｰ19

抽出塔に供給する硝酸プルトニウム溶液については，有機溶媒を用いてプ
ルトニウムを抽出することにより，抽出塔からの抽出廃液中のプルトニウ
ム量は微量となる。次にプルトニウムを含む有機溶媒については，核分裂
生成物洗浄塔へ移送し，硝酸を用いて有機溶媒中に存在する微量の核分裂
生成物の除去を行った後，逆抽出塔でHAN及びヒドラジンを含む硝酸溶液
を用いて，プルトニウムを3価に還元しプルトニウムの逆抽出を行う設計
とする。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

4ｰ20

逆抽出によって得られた硝酸プルトニウム溶液については，ウラン洗浄塔
で有機溶媒を用いて微量のウランを除去し，補助油水分離槽へ移送する。
補助油水分離槽で有機溶媒を除去した硝酸プルトニウム溶液については，
TBP洗浄器で希釈剤を用いてTBPの除去を行う設計とする。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

4ｰ21

TBP洗浄器からの硝酸プルトニウム溶液については，第2酸化塔に供給し，
3価のプルトニウムをNOxを用いて4価のプルトニウムに酸化し，第2脱ガス
塔に移送する。第2脱ガス塔では，空気を用いて硝酸プルトニウム溶液に
溶存しているNOxを追い出した後，プルトニウム溶液受槽に移送する設計
とする。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

4ｰ22

プルトニウム溶液受槽からの硝酸プルトニウム溶液については，油水分離
槽に移送し，微量の有機溶媒を分離した後，プルトニウム濃縮缶供給槽を
経て，プルトニウム濃縮缶に供給する設計とする。なお，油水分離槽の硝
酸プルトニウム溶液については，必要に応じてプルトニウム溶液一時貯槽
で一時貯蔵できる設計とする。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

4ｰ23

プルトニウム濃縮缶に供給する硝酸プルトニウム溶液については，プルト
ニウム濃縮缶で濃縮した後，プルトニウム濃縮液受槽に移送する。プルト
ニウム濃縮液受槽のプルトニウム濃縮缶で濃縮された後の硝酸プルトニウ
ム溶液（以下「プルトニウム濃縮液」という。）については，プルトニウ
ム濃縮液計量槽へ移送する設計とする。なお，プルトニウム濃縮液受槽の
プルトニウム濃縮液については，必要に応じてプルトニウム濃縮液一時貯
槽で一時貯蔵できる設計とする。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

4ｰ24
プルトニウム濃縮液計量槽のプルトニウム濃縮液については，プルトニウ
ム濃縮液中間貯槽を経て，ポンプで脱硝施設のウラン・プルトニウム混合
脱硝設備の硝酸プルトニウム貯槽に移送する設計とする。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ25

なお，プルトニウム濃縮液計量槽のプルトニウム濃縮液については，試料
採取して核分裂生成物等の量を分析し，精製度が低い場合は，リサイクル
槽を経由して希釈槽へ移送した後，プルトニウム溶液供給槽へ移送する設
計とする。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ26
油水分離槽で分離した有機溶媒については，補助油水分離槽に移送する設
計とする。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ27

プルトニウム濃縮缶の凝縮液については，凝縮液受槽に受け入れ，試料採
取してプルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度が有意量以下であるこ
とを確認した後，スチーム ジェット ポンプで酸及び溶媒の回収施設の酸
回収設備の供給槽へ移送する設計とする。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ28

抽出塔からの抽出廃液については，TBP洗浄塔で希釈剤を用いてTBPを除去
した後，抽出廃液受槽を経由して抽出廃液中間貯槽に移送する。抽出廃液
中間貯槽に受け入れた抽出廃液については，試料採取してプルトニウム量
を分析し，プルトニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，ス
チーム ジェット ポンプで酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の供給槽に
移送する設計とする。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ29

逆抽出塔で逆抽出を終えた使用済みの有機溶媒については，プルトニウム
洗浄器にて，プルトニウムの還元剤としてウラン精製設備のウラナス溶液
中間貯槽からのウラナス及びヒドラジンを含む硝酸溶液並びに逆抽出用液
としてヒドラジンを含む硝酸溶液を用いて，有機溶媒中の微量のプルトニ
ウムを除去し，ウラン逆抽出器にて，逆抽出用硝酸を用いて有機溶媒中の
微量のウランを除去した後，重力流で酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設
備の溶媒再生系のプルトニウム精製系の第1洗浄器に移送する設計とす
る。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ30

ウラン逆抽出器からの逆抽出液については，逆抽出液TBP洗浄器で希釈剤
を用いてTBPを除去した後，逆抽出液受槽を経由してスチーム ジェット
ポンプで分離施設の分配設備のウラン濃縮缶供給槽に移送する設計とす
る。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ31
再処理運転中又は工程の停止時に，純水又は硝酸を用いて，プルトニウム
精製設備を洗浄する設計とする。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ32
また，工程の停止時に，水酸化ナトリウムを用い，抽出塔等を洗浄する設
計とする。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ33

2.4.1.3　精製建屋一時貯留処理設備

精製建屋一時貯留処理設備は，ウラン精製設備，プルトニウム精製設備，
酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備等から，工程停止，定期検査等の際
に発生する機器内溶液，洗浄廃液等の液体状の放射性物質を一時的に受け
入れ，有機相（有機溶媒）と水相（硝酸プルトニウム溶液等の水溶液）の
分離等の処理を行った後，ウラン精製設備，プルトニウム精製設備，酸及
び溶媒の回収施設の溶媒回収設備等に移送する設備である。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ34

また，精製建屋一時貯留処理設備は，万一液体状の放射性物質が精製建屋
内のプルトニウム溶液供給槽セル等の漏えい液受皿に漏えいした場合，漏
えいした液体状の放射性物質を一時的に受け入れ貯留し，有機相と水相の
分離等の処理を行った後，ウラン精製設備，プルトニウム精製設備，酸及
び溶媒の回収施設の溶媒回収設備等に移送する設計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ35
第1一時貯留処理槽は，主に4価のプルトニウムを含むプルトニウム精製設
備の抽出塔，核分裂生成物洗浄塔等の機器内溶液等を受け入れる設計とす
る。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

4ｰ24
プルトニウム濃縮液計量槽のプルトニウム濃縮液については，プルトニウ
ム濃縮液中間貯槽を経て，ポンプで脱硝施設のウラン・プルトニウム混合
脱硝設備の硝酸プルトニウム貯槽に移送する設計とする。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

4ｰ25

なお，プルトニウム濃縮液計量槽のプルトニウム濃縮液については，試料
採取して核分裂生成物等の量を分析し，精製度が低い場合は，リサイクル
槽を経由して希釈槽へ移送した後，プルトニウム溶液供給槽へ移送する設
計とする。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

4ｰ26
油水分離槽で分離した有機溶媒については，補助油水分離槽に移送する設
計とする。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

4ｰ27

プルトニウム濃縮缶の凝縮液については，凝縮液受槽に受け入れ，試料採
取してプルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度が有意量以下であるこ
とを確認した後，スチーム ジェット ポンプで酸及び溶媒の回収施設の酸
回収設備の供給槽へ移送する設計とする。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

4ｰ28

抽出塔からの抽出廃液については，TBP洗浄塔で希釈剤を用いてTBPを除去
した後，抽出廃液受槽を経由して抽出廃液中間貯槽に移送する。抽出廃液
中間貯槽に受け入れた抽出廃液については，試料採取してプルトニウム量
を分析し，プルトニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，ス
チーム ジェット ポンプで酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の供給槽に
移送する設計とする。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

4ｰ29

逆抽出塔で逆抽出を終えた使用済みの有機溶媒については，プルトニウム
洗浄器にて，プルトニウムの還元剤としてウラン精製設備のウラナス溶液
中間貯槽からのウラナス及びヒドラジンを含む硝酸溶液並びに逆抽出用液
としてヒドラジンを含む硝酸溶液を用いて，有機溶媒中の微量のプルトニ
ウムを除去し，ウラン逆抽出器にて，逆抽出用硝酸を用いて有機溶媒中の
微量のウランを除去した後，重力流で酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設
備の溶媒再生系のプルトニウム精製系の第1洗浄器に移送する設計とす
る。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

4ｰ30

ウラン逆抽出器からの逆抽出液については，逆抽出液TBP洗浄器で希釈剤
を用いてTBPを除去した後，逆抽出液受槽を経由してスチーム ジェット
ポンプで分離施設の分配設備のウラン濃縮缶供給槽に移送する設計とす
る。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

4ｰ31
再処理運転中又は工程の停止時に，純水又は硝酸を用いて，プルトニウム
精製設備を洗浄する設計とする。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

4ｰ32
また，工程の停止時に，水酸化ナトリウムを用い，抽出塔等を洗浄する設
計とする。

設置要求
プルトニウム精製設備
（許可文中，第4.5-2表，第4.5-3図）

基本方針

4ｰ33

2.4.1.3　精製建屋一時貯留処理設備

精製建屋一時貯留処理設備は，ウラン精製設備，プルトニウム精製設備，
酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備等から，工程停止，定期検査等の際
に発生する機器内溶液，洗浄廃液等の液体状の放射性物質を一時的に受け
入れ，有機相（有機溶媒）と水相（硝酸プルトニウム溶液等の水溶液）の
分離等の処理を行った後，ウラン精製設備，プルトニウム精製設備，酸及
び溶媒の回収施設の溶媒回収設備等に移送する設備である。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

4ｰ34

また，精製建屋一時貯留処理設備は，万一液体状の放射性物質が精製建屋
内のプルトニウム溶液供給槽セル等の漏えい液受皿に漏えいした場合，漏
えいした液体状の放射性物質を一時的に受け入れ貯留し，有機相と水相の
分離等の処理を行った後，ウラン精製設備，プルトニウム精製設備，酸及
び溶媒の回収施設の溶媒回収設備等に移送する設計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

4ｰ35
第1一時貯留処理槽は，主に4価のプルトニウムを含むプルトニウム精製設
備の抽出塔，核分裂生成物洗浄塔等の機器内溶液等を受け入れる設計とす
る。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

4ｰ36

第1一時貯留処理槽に受け入れた溶液については，ウラナスを添加して有
機相中のプルトニウムを3価に還元し水相中に移行させ，有機相と水相を
分離する等の処理を行う設計とする。水相については，第3一時貯留処理
槽に移送する。有機相については，第4一時貯留処理槽に移送する設計と
する。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ37
第2一時貯留処理槽は，主に3価のプルトニウムを含むプルトニウム精製設
備の逆抽出塔，TBP洗浄器等の機器内溶液等を受け入れる設計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ38

第2一時貯留処理槽に受け入れた溶液については，ウラナスを添加して有
機相中のプルトニウムを3価に還元し水相中に移行させ，有機相と水相を
分離する等の処理を行う設計とする。水相については，第3一時貯留処理
槽に移送する設計とする。有機相については，第4一時貯留処理槽へ移送
する設計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ39

第3一時貯留処理槽は，主にプルトニウムの原子価が3価である第1一時貯
留処理槽及び第2一時貯留処理槽からの水相，プルトニウム精製設備の抽
出廃液受槽等の機器内溶液等，プルトニウム溶液供給槽セル等の漏えい液
受皿に漏えいした液体状の放射性物質等を受け入れる設計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ40

第3一時貯留処理槽に受け入れた溶液については，その液体の性状に応じ
て，プルトニウム精製設備の第1酸化塔等へエアリフトポンプで移送する
か，試料採取してプルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度を確認した
後，第7一時貯留処理槽へ移送する設計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ41
第4一時貯留処理槽は，プルトニウムを除去した第1一時貯留処理槽，第2
一時貯留処理槽及び第5一時貯留処理槽からの有機相等を受け入れる設計
とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ42

第4一時貯留処理槽に受け入れた有機相については，微量の水相の混入が
ある場合，有機相と水相を分離する等の処理を行う。水相については，第
1一時貯留処理槽に移送する。有機相については，プルトニウム精製設備
の逆抽出塔へエアリフトポンプで移送する設計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ43

第5一時貯留処理槽は，少量のウランを含むプルトニウム精製設備のウラ
ン逆抽出器，逆抽出液ＴＢＰ洗浄器等の機器内溶液，ウラン及びプルトニ
ウムを含まない酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の溶媒再生系のプル
トニウム精製系の第1洗浄器，第2洗浄器等の機器内溶液等を受け入れる設
計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ44

第5一時貯留処理槽に受け入れた溶液については，有機相と水相を分離す
る等の処理を行う設計とする。水相については，その液体の性状に応じ
て，試料採取してプルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度が有意量以
下であることを確認した後，プルトニウム精製設備の逆抽出液TBP洗浄器
等へエアリフトポンプで，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の供給槽又
は液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備のアルカリ廃液供給槽若
しくは低レベル廃液処理設備の第1低レベル第1廃液受槽等へスチーム
ジェットポンプで移送する設計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ45

有機相については，その液体の性状に応じて，第4一時貯留処理槽に移送
するか又は試料採取してプルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度が有
意量以下であることを確認した後，プルトニウム精製設備のウラン逆抽出
器へエアリフトポンプで移送する設計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ46

第7一時貯留処理槽は，主に少量のプルトニウムを含む第3一時貯留処理槽
からの水相，気体廃棄物の廃棄施設の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の廃
ガスの洗浄液，プルトニウム精製設備の抽出廃液中間貯槽の機器内溶液等
を受け入れる設計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ47

第7一時貯留処理槽に受け入れた溶液については，その液体の性状に応じ
て，プルトニウム精製設備の第1酸化塔へエアリフトポンプで移送するか
又は試料採取してプルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度が有意量以
下であることを確認した後，プルトニウム精製設備のTBP洗浄塔へエアリ
フトポンプで，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の供給槽又は液体廃棄
物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備のアルカリ廃液供給槽若しくは低レ
ベル廃液処理設備の第1低レベル第1廃液受槽等へスチームジェット ポン
プで移送する設計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

4ｰ36

第1一時貯留処理槽に受け入れた溶液については，ウラナスを添加して有
機相中のプルトニウムを3価に還元し水相中に移行させ，有機相と水相を
分離する等の処理を行う設計とする。水相については，第3一時貯留処理
槽に移送する。有機相については，第4一時貯留処理槽に移送する設計と
する。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

4ｰ37
第2一時貯留処理槽は，主に3価のプルトニウムを含むプルトニウム精製設
備の逆抽出塔，TBP洗浄器等の機器内溶液等を受け入れる設計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

4ｰ38

第2一時貯留処理槽に受け入れた溶液については，ウラナスを添加して有
機相中のプルトニウムを3価に還元し水相中に移行させ，有機相と水相を
分離する等の処理を行う設計とする。水相については，第3一時貯留処理
槽に移送する設計とする。有機相については，第4一時貯留処理槽へ移送
する設計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

4ｰ39

第3一時貯留処理槽は，主にプルトニウムの原子価が3価である第1一時貯
留処理槽及び第2一時貯留処理槽からの水相，プルトニウム精製設備の抽
出廃液受槽等の機器内溶液等，プルトニウム溶液供給槽セル等の漏えい液
受皿に漏えいした液体状の放射性物質等を受け入れる設計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

4ｰ40

第3一時貯留処理槽に受け入れた溶液については，その液体の性状に応じ
て，プルトニウム精製設備の第1酸化塔等へエアリフトポンプで移送する
か，試料採取してプルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度を確認した
後，第7一時貯留処理槽へ移送する設計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

4ｰ41
第4一時貯留処理槽は，プルトニウムを除去した第1一時貯留処理槽，第2
一時貯留処理槽及び第5一時貯留処理槽からの有機相等を受け入れる設計
とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

4ｰ42

第4一時貯留処理槽に受け入れた有機相については，微量の水相の混入が
ある場合，有機相と水相を分離する等の処理を行う。水相については，第
1一時貯留処理槽に移送する。有機相については，プルトニウム精製設備
の逆抽出塔へエアリフトポンプで移送する設計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

4ｰ43

第5一時貯留処理槽は，少量のウランを含むプルトニウム精製設備のウラ
ン逆抽出器，逆抽出液ＴＢＰ洗浄器等の機器内溶液，ウラン及びプルトニ
ウムを含まない酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の溶媒再生系のプル
トニウム精製系の第1洗浄器，第2洗浄器等の機器内溶液等を受け入れる設
計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

4ｰ44

第5一時貯留処理槽に受け入れた溶液については，有機相と水相を分離す
る等の処理を行う設計とする。水相については，その液体の性状に応じ
て，試料採取してプルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度が有意量以
下であることを確認した後，プルトニウム精製設備の逆抽出液TBP洗浄器
等へエアリフトポンプで，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の供給槽又
は液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備のアルカリ廃液供給槽若
しくは低レベル廃液処理設備の第1低レベル第1廃液受槽等へスチーム
ジェットポンプで移送する設計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

4ｰ45

有機相については，その液体の性状に応じて，第4一時貯留処理槽に移送
するか又は試料採取してプルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度が有
意量以下であることを確認した後，プルトニウム精製設備のウラン逆抽出
器へエアリフトポンプで移送する設計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

4ｰ46

第7一時貯留処理槽は，主に少量のプルトニウムを含む第3一時貯留処理槽
からの水相，気体廃棄物の廃棄施設の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の廃
ガスの洗浄液，プルトニウム精製設備の抽出廃液中間貯槽の機器内溶液等
を受け入れる設計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

4ｰ47

第7一時貯留処理槽に受け入れた溶液については，その液体の性状に応じ
て，プルトニウム精製設備の第1酸化塔へエアリフトポンプで移送するか
又は試料採取してプルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度が有意量以
下であることを確認した後，プルトニウム精製設備のTBP洗浄塔へエアリ
フトポンプで，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の供給槽又は液体廃棄
物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備のアルカリ廃液供給槽若しくは低レ
ベル廃液処理設備の第1低レベル第1廃液受槽等へスチームジェット ポン
プで移送する設計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

4ｰ48

第8一時貯留処理槽は，主にウランを含む第9一時貯留処理槽からの有機相
並びにウラン精製設備の抽出器，核分裂生成物洗浄器等の機器内溶液，ウ
ラン及びプルトニウムを含まない酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の
溶媒再生系のウラン精製系の第1洗浄器等の機器内溶液並びに酸及び溶媒
の回収施設の酸回収設備の油水分離槽の機器内溶液等を受け入れる設計と
する。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ49
第8一時貯留処理槽に受け入れた溶液については，有機相と水相を分離す
る等の処理を行う設計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ50

水相については，その液体の性状に応じて，第9一時貯留処理槽へ移送す
るか又は酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の供給槽若しくは液体廃棄物
の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第1低レベル第1廃液受槽等へスチー
ムジェットポンプで移送する設計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ51
有機相については，その液体の性状に応じて，ウラン精製設備の抽出器又
は酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の溶媒再生系のウラン精製系の第
1洗浄器へエアリフトポンプで移送する設計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ52
第9一時貯留処理槽は，ウランを含む第8一時貯留処理槽からの水相，ウラ
ン精製設備のウラナス溶液中間貯槽等の機器内溶液等を受け入れる設計と
する。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ53
第9一時貯留処理槽に受け入れた溶液については，微量の有機相が混入し
た場合，有機相と水相を分離する等の処理を行う設計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ54

水相については，その液体の性状に応じて，ウラン精製設備の抽出器へエ
アリフトポンプで移送するか又は酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の供
給槽若しくは液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第1低レベ
ル第1廃液受槽等へスチームジェットポンプで移送する設計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -

4ｰ55 有機相については，第8一時貯留処理槽へ移送する設計とする。 設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.4 精製
施設】
精製施設の構成及び設計

- - - - -
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

4ｰ48

第8一時貯留処理槽は，主にウランを含む第9一時貯留処理槽からの有機相
並びにウラン精製設備の抽出器，核分裂生成物洗浄器等の機器内溶液，ウ
ラン及びプルトニウムを含まない酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の
溶媒再生系のウラン精製系の第1洗浄器等の機器内溶液並びに酸及び溶媒
の回収施設の酸回収設備の油水分離槽の機器内溶液等を受け入れる設計と
する。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

4ｰ49
第8一時貯留処理槽に受け入れた溶液については，有機相と水相を分離す
る等の処理を行う設計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

4ｰ50

水相については，その液体の性状に応じて，第9一時貯留処理槽へ移送す
るか又は酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の供給槽若しくは液体廃棄物
の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第1低レベル第1廃液受槽等へスチー
ムジェットポンプで移送する設計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

4ｰ51
有機相については，その液体の性状に応じて，ウラン精製設備の抽出器又
は酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の溶媒再生系のウラン精製系の第
1洗浄器へエアリフトポンプで移送する設計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

4ｰ52
第9一時貯留処理槽は，ウランを含む第8一時貯留処理槽からの水相，ウラ
ン精製設備のウラナス溶液中間貯槽等の機器内溶液等を受け入れる設計と
する。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

4ｰ53
第9一時貯留処理槽に受け入れた溶液については，微量の有機相が混入し
た場合，有機相と水相を分離する等の処理を行う設計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

4ｰ54

水相については，その液体の性状に応じて，ウラン精製設備の抽出器へエ
アリフトポンプで移送するか又は酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の供
給槽若しくは液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第1低レベ
ル第1廃液受槽等へスチームジェットポンプで移送する設計とする。

設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

4ｰ55 有機相については，第8一時貯留処理槽へ移送する設計とする。 設置要求
精製建屋一時貯留処理設備
（許可文中，第4.5-3表，第4.5-7図）

基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.4 精製施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.4 精製施設】
精製施設の構成及び設計
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

5-1

2.5　脱硝施設
　脱硝施設の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通項目
の「1.　核燃料物質の臨界防止」，「2. 地盤」，「3. 自然現象等」，
「4. 閉じ込めの機能」，「5.　火災等による損傷の防止」，「6. 再処理
施設内における溢水による損傷の防止」，「7. 再処理施設内における化
学薬品の漏えいによる損傷の防止」，「8. 遮蔽」及び「9. 設備に対する
要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 - - - - - - - - -

5-2

　脱硝施設は，ウラン脱硝設備2系列（一部1系列）及びウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備2系列（一部1系列）で構成し，ウラン脱硝設備はウラン
脱硝建屋に収納し，ウラン・プルトニウム混合脱硝設備はウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋に収納する設計とする。

設置要求

ウラン脱硝設備
（許可文中，第4.6-1表，第4.6-1図）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（許可文中，第4.6-3表，第4.6-3図）
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地下水排水設備

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

- - - - -

5-3

　ウラン脱硝建屋は，地上5階，地下1階の建物とする設計とする。
　ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋は，地上2階，地下2階の建物とする
設計とする。

設置要求
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地下水排水設備

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

- - - - -

5-4

　ウラン脱硝設備は，精製施設のウラン精製設備から受け入れた硝酸ウラ
ニル溶液を加熱して脱硝し，ウラン酸化物（以下「UO3」という。）とし

てウラン酸化物貯蔵容器に収納し，製品貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵設備
に搬送する設計とする。

設置要求
ウラン脱硝設備
（許可文中，第4.6-1表，第4.6-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

- - - - -

5-5

　ウラン・プルトニウム混合脱硝設備は，精製施設のウラン精製設備及び
プルトニウム精製設備からそれぞれ硝酸ウラニル溶液及び硝酸プルトニウ
ム溶液を受け入れ，混合した後加熱して脱硝し，ウラン・プルトニウム混
合酸化物（UO2･PuO2，以下「MOX」という。）として混合酸化物貯蔵容器

に収納し，製品貯蔵施設のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備に搬
送する設計とする。

設置要求
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（許可文中，第4.6-3表，第4.6-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

- - - - -

5-6
2.5.1　ウラン脱硝設備
　ウラン脱硝設備は，受入れ系，蒸発濃縮系及びウラン脱硝系で構成す
る。

設置要求
ウラン脱硝設備
（許可文中，第4.6-1表，第4.6-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

- - - - -

5-7
　ウラン脱硝設備の最大脱硝能力は，4.8t･U/d（約2.4t･U/d/系列）であ
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

- - - - -

5-8

2.5.1.1　受入れ系
　受入れ系は，精製施設のウラン精製設備のウラン濃縮液第2中間貯槽か
ら硝酸ウラニル溶液を硝酸ウラニル貯槽に受け入れ，一時貯蔵し，蒸発濃
縮系へ移送する設計とする。なお，硝酸ウラニル貯槽は，ウラン脱硝系で
発生した規格外UO3粉末の溶解液も受け入れることができる設計とする。

設置要求
ウラン脱硝設備（受入れ系）
（許可文中，第4.6-1表，第4.6-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

- - - - -

5-9

2.5.1.2　蒸発濃縮系
　蒸発濃縮系は，受入れ系からの硝酸ウラニル溶液を硝酸ウラニル供給槽
を経て濃縮缶に受け入れ，蒸気により加熱し，濃縮した後，ウラン脱硝系
へ移送する設計とする。
　濃縮缶で発生する廃ガスの凝縮液は，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設
備の第2酸回収系の供給槽へポンプで移送する設計とする。

設置要求
ウラン脱硝設備（蒸発濃縮系）
（許可文中，第4.6-1表，第4.6-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

- - - - -

- -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

- - -
ウラン脱硝設備（ウラン脱硝系）
（許可文中，第4.6-1表，第4.6-1図）

基本方針5-10

2.5.1.3　ウラン脱硝系
　ウラン脱硝系は，蒸発濃縮系から硝酸ウラニル濃縮液を濃縮液受槽に受
け入れた後，脱硝塔に供給し，熱分解してUO3粉末を生成する設計とす

る。生成したUO3粉末については，シール槽を経て，UO3受槽に抜き出し，

製品貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵容器が充てん定位置に設置していること
を確認した後，UO3受槽からウラン酸化物貯蔵容器に充てんし，フランジ

構造のふたを取り付けて封入する設計とする。
　UO3受槽からウラン酸化物貯蔵容器に充てんしている間は，脱硝塔から

連続的に排出されるUO3粉末を一時的にシール槽へ受け入れる設計とす

る。
　なお，充てんするUO3粉末については，試料採取し，原子核分裂生成物

の含有率等を分析確認することができる設計とする。
　ウラン酸化物貯蔵容器は，充てん台車を用いて搬送した後，貯蔵容器ク
レーンを用いて製品貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵設備の貯蔵容器搬送台車
に移載する設計とする。
　製品貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵設備から受け入れたUO3粉末について

は，脱硝塔内の流動層を形成するために脱硝塔へ移送するか，又はUO3溶

解槽に供給した後，溶解し，硝酸ウラニル溶液として，受入れ系の硝酸ウ
ラニル貯槽へ移送する設計とする。
　また，脱硝塔内で発生する廃ガスの凝縮液については，酸及び溶媒の回
収施設の酸回収設備の第2酸回収系の供給槽へポンプで移送する設計とす
る。
　なお，生成したUO3粉末中の規格外UO3粉末については，規格外製品受槽

に受け入れ，規格外製品容器に充てんする設計とする。規格外製品容器に
充てんしたUO3粉末については，UO3溶解槽に供給した後，溶解し，硝酸ウ

ラニル溶液として，受入れ系の硝酸ウラニル貯槽へ移送する設計とする。
また，ウラン試験時に用いる硝酸ウラニル溶液の一部については，他の施
設からUO3を受け入れ，UO3溶解槽にて溶解し，受入れ系の硝酸ウラニル貯

槽を経由して精製施設のウラン精製設備のウラン濃縮液第2受槽へ移送す
る設計とする。

設置要求

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

5-1

2.5　脱硝施設
　脱硝施設の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通項目
の「1.　核燃料物質の臨界防止」，「2. 地盤」，「3. 自然現象等」，
「4. 閉じ込めの機能」，「5.　火災等による損傷の防止」，「6. 再処理
施設内における溢水による損傷の防止」，「7. 再処理施設内における化
学薬品の漏えいによる損傷の防止」，「8. 遮蔽」及び「9. 設備に対する
要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 - -

5-2

　脱硝施設は，ウラン脱硝設備2系列（一部1系列）及びウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設備2系列（一部1系列）で構成し，ウラン脱硝設備はウラン
脱硝建屋に収納し，ウラン・プルトニウム混合脱硝設備はウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋に収納する設計とする。

設置要求

ウラン脱硝設備
（許可文中，第4.6-1表，第4.6-1図）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（許可文中，第4.6-3表，第4.6-3図）
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地下水排水設備

基本方針

5-3

　ウラン脱硝建屋は，地上5階，地下1階の建物とする設計とする。
　ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋は，地上2階，地下2階の建物とする
設計とする。

設置要求
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地下水排水設備

基本方針

5-4

　ウラン脱硝設備は，精製施設のウラン精製設備から受け入れた硝酸ウラ
ニル溶液を加熱して脱硝し，ウラン酸化物（以下「UO3」という。）とし

てウラン酸化物貯蔵容器に収納し，製品貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵設備
に搬送する設計とする。

設置要求
ウラン脱硝設備
（許可文中，第4.6-1表，第4.6-1図）

基本方針

5-5

　ウラン・プルトニウム混合脱硝設備は，精製施設のウラン精製設備及び
プルトニウム精製設備からそれぞれ硝酸ウラニル溶液及び硝酸プルトニウ
ム溶液を受け入れ，混合した後加熱して脱硝し，ウラン・プルトニウム混
合酸化物（UO2･PuO2，以下「MOX」という。）として混合酸化物貯蔵容器

に収納し，製品貯蔵施設のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備に搬
送する設計とする。

設置要求
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（許可文中，第4.6-3表，第4.6-3図）

基本方針

5-6
2.5.1　ウラン脱硝設備
　ウラン脱硝設備は，受入れ系，蒸発濃縮系及びウラン脱硝系で構成す
る。

設置要求
ウラン脱硝設備
（許可文中，第4.6-1表，第4.6-1図）

基本方針

5-7
　ウラン脱硝設備の最大脱硝能力は，4.8t･U/d（約2.4t･U/d/系列）であ
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

5-8

2.5.1.1　受入れ系
　受入れ系は，精製施設のウラン精製設備のウラン濃縮液第2中間貯槽か
ら硝酸ウラニル溶液を硝酸ウラニル貯槽に受け入れ，一時貯蔵し，蒸発濃
縮系へ移送する設計とする。なお，硝酸ウラニル貯槽は，ウラン脱硝系で
発生した規格外UO3粉末の溶解液も受け入れることができる設計とする。

設置要求
ウラン脱硝設備（受入れ系）
（許可文中，第4.6-1表，第4.6-1図）

基本方針

5-9

2.5.1.2　蒸発濃縮系
　蒸発濃縮系は，受入れ系からの硝酸ウラニル溶液を硝酸ウラニル供給槽
を経て濃縮缶に受け入れ，蒸気により加熱し，濃縮した後，ウラン脱硝系
へ移送する設計とする。
　濃縮缶で発生する廃ガスの凝縮液は，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設
備の第2酸回収系の供給槽へポンプで移送する設計とする。

設置要求
ウラン脱硝設備（蒸発濃縮系）
（許可文中，第4.6-1表，第4.6-1図）

基本方針

ウラン脱硝設備（ウラン脱硝系）
（許可文中，第4.6-1表，第4.6-1図）

基本方針5-10

2.5.1.3　ウラン脱硝系
　ウラン脱硝系は，蒸発濃縮系から硝酸ウラニル濃縮液を濃縮液受槽に受
け入れた後，脱硝塔に供給し，熱分解してUO3粉末を生成する設計とす

る。生成したUO3粉末については，シール槽を経て，UO3受槽に抜き出し，

製品貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵容器が充てん定位置に設置していること
を確認した後，UO3受槽からウラン酸化物貯蔵容器に充てんし，フランジ

構造のふたを取り付けて封入する設計とする。
　UO3受槽からウラン酸化物貯蔵容器に充てんしている間は，脱硝塔から

連続的に排出されるUO3粉末を一時的にシール槽へ受け入れる設計とす

る。
　なお，充てんするUO3粉末については，試料採取し，原子核分裂生成物

の含有率等を分析確認することができる設計とする。
　ウラン酸化物貯蔵容器は，充てん台車を用いて搬送した後，貯蔵容器ク
レーンを用いて製品貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵設備の貯蔵容器搬送台車
に移載する設計とする。
　製品貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵設備から受け入れたUO3粉末について

は，脱硝塔内の流動層を形成するために脱硝塔へ移送するか，又はUO3溶

解槽に供給した後，溶解し，硝酸ウラニル溶液として，受入れ系の硝酸ウ
ラニル貯槽へ移送する設計とする。
　また，脱硝塔内で発生する廃ガスの凝縮液については，酸及び溶媒の回
収施設の酸回収設備の第2酸回収系の供給槽へポンプで移送する設計とす
る。
　なお，生成したUO3粉末中の規格外UO3粉末については，規格外製品受槽

に受け入れ，規格外製品容器に充てんする設計とする。規格外製品容器に
充てんしたUO3粉末については，UO3溶解槽に供給した後，溶解し，硝酸ウ

ラニル溶液として，受入れ系の硝酸ウラニル貯槽へ移送する設計とする。
また，ウラン試験時に用いる硝酸ウラニル溶液の一部については，他の施
設からUO3を受け入れ，UO3溶解槽にて溶解し，受入れ系の硝酸ウラニル貯

槽を経由して精製施設のウラン精製設備のウラン濃縮液第2受槽へ移送す
る設計とする。

設置要求

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

〇 - - - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

- -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

-- 基本方針〇

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

5-11

　脱硝塔は，流動層式の反応塔とし，硝酸ウラニル溶液を熱分解してUO3
粉末を生成する設計とする。脱硝塔は，下部から空気を吹き込んで脱硝塔
内部のUO3粉末を流動化し，流動層を形成することができる設計とする。

この流動層の中に硝酸ウラニル溶液を空気とともに噴霧ノズルから噴霧供
給し，電気ヒータ及び内部加熱体で加熱し熱分解する設計とする。
　生成したUO3粉末については，脱硝塔の上部抜き出し口を経て，脱硝塔

からシール槽へ移送する設計とする。
　また，脱硝塔の運転停止時は，下部抜き出し口からUO3粉末を抜き出す

ことができる設計とする。
　脱硝塔には，廃ガスに同伴するUO3粉末を除去するため，塔頂部には，

固気分離フィルタとして，焼結金属フィルタを設ける設計とする。

設置要求
ウラン脱硝設備（ウラン脱硝系）
（許可文中，第4.6-1表，第4.6-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

- - - - -

5-12
2.5.2　ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
　ウラン・プルトニウム混合脱硝設備は，溶液系，ウラン・プルトニウム
混合脱硝系，焙焼・還元系，粉体系及び還元ガス供給系で構成する。

設置要求
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（許可文中，第4.6-3表，第4.6-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8.2.5 脱硝施設】
脱硝施設の構成及び設計

- - - - -

5-13
　ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の最大脱硝能力は，ウランとプルト
ニウムの混合物（ウランとプルトニウムの質量混合比は1対1）で108kg･
(U+Pu)/d(約54kg･(U+Pu)/d/系列）である。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

- - - - -

5-14

2.5.2.1　溶液系
　溶液系は，精製施設のプルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮液中間
貯槽から硝酸プルトニウム溶液及びウラン精製設備のウラン濃縮液第3中
間貯槽から硝酸ウラニル溶液を，各々硝酸プルトニウム貯槽，硝酸ウラニ
ル貯槽に受け入れ，これら両溶液を混合槽に移送し，ウラン濃度及びプル
トニウム濃度が等しくなるように混合調整し，分析確認した後，定量ポッ
トを経て一定量ずつウラン・プルトニウム混合脱硝系へ真空移送する設計
とする。

設置要求
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備(溶液系)
（許可文中，第4.6-3表，第4.6-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

- - - - -

5-16

2.5.2.3　焙焼・還元系
　焙焼・還元系は，ウラン・プルトニウム混合脱硝系から受け入れたウラ
ン・プルトニウム混合脱硝粉体を焙焼炉において空気雰囲気中で加熱処理
し，空気輸送により還元炉へ移送する設計とする。
　還元炉では，窒素・水素混合ガス雰囲気中で加熱処理し，MOX粉末とし
た後，粉体系へ重力により移送する設計とする。
　還元炉へは，還元ガス供給系で水素濃度を確認した還元用窒素・水素混
合ガスを供給する設計とする。
　空気輸送に使用した廃ガスについては，焼結金属フィルタを内蔵した固
気分離器及び3段の高性能粒子フィルタを経て，気体廃棄物の廃棄施設の
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備のグローブボックス・セル換
気系へ移送する設計とする。

設置要求
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備(焙焼・還元
系)
（許可文中，第4.6-3表，第4.6-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

- - - - -

5-17

　焙焼炉は，焼結金属フィルタを内蔵した炉廃ガスフィルタを介して，気
体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備に接続し，炉の廃ガスを処理
する設計とする。
　還元炉は，焼結金属フィルタを内蔵した炉廃ガスフィルタを介して，気
体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備に接続し，炉の廃ガスを処理
する設計とする。

設置要求
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備(焙焼・還元
系)
（許可文中，第4.6-3表）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

- - - - -

- -- - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

5-15

2.5.2.2　ウラン・プルトニウム混合脱硝系
　ウラン・プルトニウム混合脱硝系は，溶液系から受け入れた硝酸プルト
ニウム溶液及び硝酸ウラニル溶液の混合溶液を中間ポットに受け入れた
後，脱硝装置の脱硝皿に給液し，脱硝装置に附属するマイクロ波発振器か
らマイクロ波を照射することにより，蒸発濃縮・脱硝処理し，脱硝の終了
を照度計及び赤外線温度計によって検知してウラン・プルトニウム混合脱
硝粉体とする設計とする。
　ウラン・プルトニウム混合脱硝粉体については，隣接する脱硝皿取扱装
置による取扱いが可能となるようにシャッタを開いた後，脱硝皿取扱装置
を用いて乾燥・冷却・粗砕し，空気輸送により焙焼・還元系へ移送する設
計とする。
　空気輸送を終了した脱硝皿は，秤量器で空であることを確認した後，脱
硝皿取扱装置で搬送し，再び脱硝装置内に設置する設計とする。
　また，脱硝装置内で発生する廃ガスの凝縮液については，万一ウラン・
プルトニウム混合脱硝粉体を含んだ場合に備えて凝縮廃液ろ過器でろ過し
た後，凝縮廃液受槽に受け入れ，プルトニウム濃度を分析確認した後，凝
縮廃液貯槽に移送する設計とする。さらに，凝縮廃液貯槽で一時貯蔵した
後，精製施設のプルトニウム精製設備の低濃度プルトニウム溶液受槽へポ
ンプで移送する設計とする。
　空気輸送に使用した廃ガスについては，焼結金属フィルタを内蔵した固
気分離器及び3段の高性能粒子フィルタを経て，気体廃棄物の廃棄施設の
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備のグローブボックス・セル換
気系へ移送する設計とする。

設置要求
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備(ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝系)
（許可文中，第4.6-3表，第4.6-3図）

基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

5-11

　脱硝塔は，流動層式の反応塔とし，硝酸ウラニル溶液を熱分解してUO3
粉末を生成する設計とする。脱硝塔は，下部から空気を吹き込んで脱硝塔
内部のUO3粉末を流動化し，流動層を形成することができる設計とする。

この流動層の中に硝酸ウラニル溶液を空気とともに噴霧ノズルから噴霧供
給し，電気ヒータ及び内部加熱体で加熱し熱分解する設計とする。
　生成したUO3粉末については，脱硝塔の上部抜き出し口を経て，脱硝塔

からシール槽へ移送する設計とする。
　また，脱硝塔の運転停止時は，下部抜き出し口からUO3粉末を抜き出す

ことができる設計とする。
　脱硝塔には，廃ガスに同伴するUO3粉末を除去するため，塔頂部には，

固気分離フィルタとして，焼結金属フィルタを設ける設計とする。

設置要求
ウラン脱硝設備（ウラン脱硝系）
（許可文中，第4.6-1表，第4.6-1図）

基本方針

5-12
2.5.2　ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
　ウラン・プルトニウム混合脱硝設備は，溶液系，ウラン・プルトニウム
混合脱硝系，焙焼・還元系，粉体系及び還元ガス供給系で構成する。

設置要求
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（許可文中，第4.6-3表，第4.6-3図）

基本方針

5-13
　ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の最大脱硝能力は，ウランとプルト
ニウムの混合物（ウランとプルトニウムの質量混合比は1対1）で108kg･
(U+Pu)/d(約54kg･(U+Pu)/d/系列）である。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

5-14

2.5.2.1　溶液系
　溶液系は，精製施設のプルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮液中間
貯槽から硝酸プルトニウム溶液及びウラン精製設備のウラン濃縮液第3中
間貯槽から硝酸ウラニル溶液を，各々硝酸プルトニウム貯槽，硝酸ウラニ
ル貯槽に受け入れ，これら両溶液を混合槽に移送し，ウラン濃度及びプル
トニウム濃度が等しくなるように混合調整し，分析確認した後，定量ポッ
トを経て一定量ずつウラン・プルトニウム混合脱硝系へ真空移送する設計
とする。

設置要求
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備(溶液系)
（許可文中，第4.6-3表，第4.6-3図）

基本方針

5-16

2.5.2.3　焙焼・還元系
　焙焼・還元系は，ウラン・プルトニウム混合脱硝系から受け入れたウラ
ン・プルトニウム混合脱硝粉体を焙焼炉において空気雰囲気中で加熱処理
し，空気輸送により還元炉へ移送する設計とする。
　還元炉では，窒素・水素混合ガス雰囲気中で加熱処理し，MOX粉末とし
た後，粉体系へ重力により移送する設計とする。
　還元炉へは，還元ガス供給系で水素濃度を確認した還元用窒素・水素混
合ガスを供給する設計とする。
　空気輸送に使用した廃ガスについては，焼結金属フィルタを内蔵した固
気分離器及び3段の高性能粒子フィルタを経て，気体廃棄物の廃棄施設の
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備のグローブボックス・セル換
気系へ移送する設計とする。

設置要求
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備(焙焼・還元
系)
（許可文中，第4.6-3表，第4.6-3図）

基本方針

5-17

　焙焼炉は，焼結金属フィルタを内蔵した炉廃ガスフィルタを介して，気
体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備に接続し，炉の廃ガスを処理
する設計とする。
　還元炉は，焼結金属フィルタを内蔵した炉廃ガスフィルタを介して，気
体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備に接続し，炉の廃ガスを処理
する設計とする。

設置要求
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備(焙焼・還元
系)
（許可文中，第4.6-3表）

基本方針

5-15

2.5.2.2　ウラン・プルトニウム混合脱硝系
　ウラン・プルトニウム混合脱硝系は，溶液系から受け入れた硝酸プルト
ニウム溶液及び硝酸ウラニル溶液の混合溶液を中間ポットに受け入れた
後，脱硝装置の脱硝皿に給液し，脱硝装置に附属するマイクロ波発振器か
らマイクロ波を照射することにより，蒸発濃縮・脱硝処理し，脱硝の終了
を照度計及び赤外線温度計によって検知してウラン・プルトニウム混合脱
硝粉体とする設計とする。
　ウラン・プルトニウム混合脱硝粉体については，隣接する脱硝皿取扱装
置による取扱いが可能となるようにシャッタを開いた後，脱硝皿取扱装置
を用いて乾燥・冷却・粗砕し，空気輸送により焙焼・還元系へ移送する設
計とする。
　空気輸送を終了した脱硝皿は，秤量器で空であることを確認した後，脱
硝皿取扱装置で搬送し，再び脱硝装置内に設置する設計とする。
　また，脱硝装置内で発生する廃ガスの凝縮液については，万一ウラン・
プルトニウム混合脱硝粉体を含んだ場合に備えて凝縮廃液ろ過器でろ過し
た後，凝縮廃液受槽に受け入れ，プルトニウム濃度を分析確認した後，凝
縮廃液貯槽に移送する設計とする。さらに，凝縮廃液貯槽で一時貯蔵した
後，精製施設のプルトニウム精製設備の低濃度プルトニウム溶液受槽へポ
ンプで移送する設計とする。
　空気輸送に使用した廃ガスについては，焼結金属フィルタを内蔵した固
気分離器及び3段の高性能粒子フィルタを経て，気体廃棄物の廃棄施設の
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備のグローブボックス・セル換
気系へ移送する設計とする。

設置要求
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備(ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝系)
（許可文中，第4.6-3表，第4.6-3図）

基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

- - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

〇 - 基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

5-19

2.5.2.5　還元ガス供給系
　還元ガス供給系は，還元炉に使用する還元用窒素・水素混合ガスを製造
し，還元炉へ供給する設計とする。還元用窒素・水素混合ガスは，還元ガ
ス供給槽にて，水素ガスを窒素ガスで希釈・調整する設計とする。調整し
た還元用窒素・水素混合ガスは，水素濃度を確認し，還元ガス受槽を経て
還元炉へ供給する設計とする。

設置要求
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備(還元ガス供
給系)
（許可文中，第4.6-3表）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

- - - - -

- -- - -5-18

2.5.2.4　粉体系
　粉体系は，保管容器を充てん定位置に設置していることを確認した後，
焙焼・還元系から受け入れたMOX粉末を粉砕機で粉砕しながら保管容器に
充てんする設計とする。
　充てん後，保管容器は，保管容器移動装置及び保管昇降機で搬送し，
MOX粉末を空気輸送により混合機へ移送するか，又は保管ピットに一時保
管する設計とする。混合機では，保管容器最大4本分のMOX粉末を混合処理
することができる設計とする。
　空気輸送に使用した廃ガスについては，焼結金属フィルタを内蔵した固
気分離器及び3段の高性能粒子フィルタを経て，気体廃棄物の廃棄施設の
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備のグローブボックス・セル換
気系へ移送する設計とする。
　混合したMOX粉末は，粉末充てん機へ移送し，製品貯蔵施設の粉末缶が
充てん定位置に設置していることを確認した後，秤量器で確認しながら充
てんし，さらに別の秤量器を用いて計量・確認する設計とする。
　なお，充てんするMOX粉末については，試料採取し，原子核分裂生成物
の含有率等を分析確認することができる設計とする。
　このMOX粉末を充てんした粉末缶は，MOX粉末の質量を確認した後，粉末
缶払出装置を用いて製品貯蔵施設の混合酸化物貯蔵容器に収納し，汚染の
検査を行った後，フランジ構造のふたを取り付けて封入する設計とする。
　混合酸化物貯蔵容器は，充てん台車を用いて搬送し，搬送台車を用いて
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の貯蔵容器台車に移載する設計
とする。

設置要求

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備(粉体系)
（許可文中，第4.6-3表，第4.6-3図）

基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

5-19

2.5.2.5　還元ガス供給系
　還元ガス供給系は，還元炉に使用する還元用窒素・水素混合ガスを製造
し，還元炉へ供給する設計とする。還元用窒素・水素混合ガスは，還元ガ
ス供給槽にて，水素ガスを窒素ガスで希釈・調整する設計とする。調整し
た還元用窒素・水素混合ガスは，水素濃度を確認し，還元ガス受槽を経て
還元炉へ供給する設計とする。

設置要求
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備(還元ガス供
給系)
（許可文中，第4.6-3表）

基本方針

5-18

2.5.2.4　粉体系
　粉体系は，保管容器を充てん定位置に設置していることを確認した後，
焙焼・還元系から受け入れたMOX粉末を粉砕機で粉砕しながら保管容器に
充てんする設計とする。
　充てん後，保管容器は，保管容器移動装置及び保管昇降機で搬送し，
MOX粉末を空気輸送により混合機へ移送するか，又は保管ピットに一時保
管する設計とする。混合機では，保管容器最大4本分のMOX粉末を混合処理
することができる設計とする。
　空気輸送に使用した廃ガスについては，焼結金属フィルタを内蔵した固
気分離器及び3段の高性能粒子フィルタを経て，気体廃棄物の廃棄施設の
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備のグローブボックス・セル換
気系へ移送する設計とする。
　混合したMOX粉末は，粉末充てん機へ移送し，製品貯蔵施設の粉末缶が
充てん定位置に設置していることを確認した後，秤量器で確認しながら充
てんし，さらに別の秤量器を用いて計量・確認する設計とする。
　なお，充てんするMOX粉末については，試料採取し，原子核分裂生成物
の含有率等を分析確認することができる設計とする。
　このMOX粉末を充てんした粉末缶は，MOX粉末の質量を確認した後，粉末
缶払出装置を用いて製品貯蔵施設の混合酸化物貯蔵容器に収納し，汚染の
検査を行った後，フランジ構造のふたを取り付けて封入する設計とする。
　混合酸化物貯蔵容器は，充てん台車を用いて搬送し，搬送台車を用いて
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の貯蔵容器台車に移載する設計
とする。

設置要求
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備(粉体系)
（許可文中，第4.6-3表，第4.6-3図）

基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

- -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.5 脱硝施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.5 脱硝
施設】
脱硝施設の構成及び設計

- 基本方針 -〇
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

6-1

2.6 酸及び溶媒の回収施設
酸及び溶媒の回収施設の設計に係る共通的な設計方針については，第1章
共通項目の「3. 自然現象等」，「4. 閉じ込めの機能」，「5. 火災等に
よる損傷の防止」，「6. 再処理施設内における溢水による損傷の防
止」，「7. 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」
及び「9.設備に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 - - - - - - - - -

6-2
酸及び溶媒の回収施設は，酸回収設備1系列及び溶媒回収設備1系列で構成
し，分離建屋及び精製建屋にそれぞれ収納する設計とする。

設置要求 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-3
酸及び溶媒の回収施設で回収した硝酸及び有機溶媒は，可能な限り再処理
施設で再利用する設計とする。

設置要求 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-4
2.6.1　酸回収設備
酸回収設備は，第1酸回収系及び第2酸回収系で構成する設計とする。 設置要求 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-5

2.6.1.1　第1酸回収系
第1酸回収系は，液体廃棄物の廃棄施設等から発生する使用済硝酸を蒸留
精製して回収し，溶解施設，分離施設等に移送して再利用する設計とす
る。

設置要求 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-6

第1酸回収系は，分離施設の分離建屋一時貯留処理設備の第1一時貯留処理
槽等から相分離槽に受け入れた洗浄廃液及び気体廃棄物の廃棄施設の分離
建屋塔槽類廃ガス処理設備の廃ガス洗浄塔等から低レベル無塩廃液受槽に
受け入れた洗浄廃液並びに液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶等
から発生した使用済硝酸を第1供給槽又は第2供給槽に受け入れた後，蒸発
缶に供給する設計とする。蒸発缶は，減圧下で使用済硝酸を蒸発させ，蒸
気は精留塔に送る設計とする。精留塔は，減圧下で硝酸と水を分離し回収
する設計とする。

設置要求
第１酸回収系
（許可文中，第4.7-1表，第4.7-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-7
蒸発缶の濃縮液については，スチームジェットポンプで分離施設の分離設
備の抽出廃液供給槽に移送した後，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液
濃縮設備へ移送する設計とする。

設置要求
第１酸回収系
（許可文中，第4.7-1表，第4.7-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-8
回収した硝酸については，回収硝酸受槽を経てポンプで溶解施設，分離施
設等へ移送して再利用する設計とする。

設置要求
第１酸回収系
（許可文中，第4.7-1表，第4.7-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-9
精留塔の濃縮液については，第1供給槽又は第2供給槽へ移送し，再度蒸発
缶に供給する設計とする。

設置要求
第１酸回収系
（許可文中，第4.7-1表，第4.7-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-10
回収した水については，ポンプで液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処
理設備の第2低レベル廃液受槽へ移送し，一部は，液体廃棄物の廃棄施設
の高レベル廃液濃縮設備の高レベル廃液濃縮缶で再利用する設計とする。

設置要求
第１酸回収系
（許可文中，第4.7-1表，第4.7-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-11
第1酸回収系の蒸発缶は，運転温度を低くして腐食し難い環境とするた
め，減圧条件下で使用済硝酸を蒸発させる設計とする。

設置要求
第１酸回収系
（許可文中，第4.7-1表，第4.7-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-12
第1酸回収系の精留塔は，運転温度を低くして腐食し難い環境とするた
め，減圧条件下で硝酸と水を回収する設計とする。

設置要求
第１酸回収系
（許可文中，第4.7-1表，第4.7-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙２

6-1

2.6 酸及び溶媒の回収施設
酸及び溶媒の回収施設の設計に係る共通的な設計方針については，第1章
共通項目の「3. 自然現象等」，「4. 閉じ込めの機能」，「5. 火災等に
よる損傷の防止」，「6. 再処理施設内における溢水による損傷の防
止」，「7. 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」
及び「9.設備に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 - -

6-2
酸及び溶媒の回収施設は，酸回収設備1系列及び溶媒回収設備1系列で構成
し，分離建屋及び精製建屋にそれぞれ収納する設計とする。

設置要求 基本方針 基本方針

6-3
酸及び溶媒の回収施設で回収した硝酸及び有機溶媒は，可能な限り再処理
施設で再利用する設計とする。

設置要求 基本方針 基本方針

6-4
2.6.1　酸回収設備
酸回収設備は，第1酸回収系及び第2酸回収系で構成する設計とする。 設置要求 基本方針 基本方針

6-5

2.6.1.1　第1酸回収系
第1酸回収系は，液体廃棄物の廃棄施設等から発生する使用済硝酸を蒸留
精製して回収し，溶解施設，分離施設等に移送して再利用する設計とす
る。

設置要求 基本方針 基本方針

6-6

第1酸回収系は，分離施設の分離建屋一時貯留処理設備の第1一時貯留処理
槽等から相分離槽に受け入れた洗浄廃液及び気体廃棄物の廃棄施設の分離
建屋塔槽類廃ガス処理設備の廃ガス洗浄塔等から低レベル無塩廃液受槽に
受け入れた洗浄廃液並びに液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶等
から発生した使用済硝酸を第1供給槽又は第2供給槽に受け入れた後，蒸発
缶に供給する設計とする。蒸発缶は，減圧下で使用済硝酸を蒸発させ，蒸
気は精留塔に送る設計とする。精留塔は，減圧下で硝酸と水を分離し回収
する設計とする。

設置要求
第１酸回収系
（許可文中，第4.7-1表，第4.7-1図）

基本方針

6-7
蒸発缶の濃縮液については，スチームジェットポンプで分離施設の分離設
備の抽出廃液供給槽に移送した後，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液
濃縮設備へ移送する設計とする。

設置要求
第１酸回収系
（許可文中，第4.7-1表，第4.7-1図）

基本方針

6-8
回収した硝酸については，回収硝酸受槽を経てポンプで溶解施設，分離施
設等へ移送して再利用する設計とする。

設置要求
第１酸回収系
（許可文中，第4.7-1表，第4.7-1図）

基本方針

6-9
精留塔の濃縮液については，第1供給槽又は第2供給槽へ移送し，再度蒸発
缶に供給する設計とする。

設置要求
第１酸回収系
（許可文中，第4.7-1表，第4.7-1図）

基本方針

6-10
回収した水については，ポンプで液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処
理設備の第2低レベル廃液受槽へ移送し，一部は，液体廃棄物の廃棄施設
の高レベル廃液濃縮設備の高レベル廃液濃縮缶で再利用する設計とする。

設置要求
第１酸回収系
（許可文中，第4.7-1表，第4.7-1図）

基本方針

6-11
第1酸回収系の蒸発缶は，運転温度を低くして腐食し難い環境とするた
め，減圧条件下で使用済硝酸を蒸発させる設計とする。

設置要求
第１酸回収系
（許可文中，第4.7-1表，第4.7-1図）

基本方針

6-12
第1酸回収系の精留塔は，運転温度を低くして腐食し難い環境とするた
め，減圧条件下で硝酸と水を回収する設計とする。

設置要求
第１酸回収系
（許可文中，第4.7-1表，第4.7-1図）

基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○ - - - - - - -

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

6-13
2.6.1.2　第2酸回収系
第2酸回収系は，精製施設，脱硝施設等から発生する使用済硝酸を蒸留精
製して回収し，分離施設，精製施設等に移送して再利用する設計とする。

設置要求 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-14

第2酸回収系は，精製施設のウラン精製設備の抽出廃液TBP洗浄器からの抽
出廃液を油水分離槽に受け入れ，有機溶媒を分離した後，供給液受槽を経
由して供給槽へ移送するとともに，精製施設のプルトニウム精製設備の抽
出廃液中間貯槽からの抽出廃液等の使用済硝酸については供給液受槽を経
由して供給槽に受け入れる設計とする。また，脱硝施設のウラン脱硝設備
の脱硝塔の脱硝廃ガスの凝縮液等の使用済硝酸を低レベル無塩廃液受槽及
び供給液受槽を経由して，供給槽に受け入れる設計とする。

設置要求
第２酸回収系
（許可文中，第4.7-1表，第4.7-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-15
供給槽から使用済硝酸を蒸発缶に供給する設計とする。蒸発缶は，減圧下
で使用済硝酸を蒸発させ，蒸気は精留塔に送る設計とする。精留塔は，減
圧下で硝酸と水を分離し回収する設計とする。

設置要求
第２酸回収系
（許可文中，第4.7-1表，第4.7-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-16
蒸発缶の濃縮液については，スチームジェットポンプで分離施設の分離設
備の抽出廃液供給槽へ移送した後，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液
濃縮設備へ移送する設計とする。

設置要求
第２酸回収系
（許可文中，第4.7-1表，第4.7-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-17
回収した硝酸については，回収硝酸受槽を経てポンプで分離施設，精製施
設等へ移送して再利用するか又はポンプで液体廃棄物の廃棄施設の低レベ
ル廃液処理設備の第1低レベル第1廃液受槽等へ移送する設計とする。

設置要求
第２酸回収系
（許可文中，第4.7-1表，第4.7-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-18
精留塔の濃縮液については，供給槽へ移送し，再度蒸発缶に供給する設計
とする。

設置要求
第２酸回収系
（許可文中，第4.7-1表，第4.7-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-19
回収した水については，ポンプで液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処
理設備の第2低レベル廃液受槽へ移送する設計とする。

設置要求
第２酸回収系
（許可文中，第4.7-1表，第4.7-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-20
第2酸回収系の蒸発缶は，運転温度を低くして腐食し難い環境とするた
め，減圧条件下で使用済硝酸を蒸発させる設計とする。

設置要求
第２酸回収系
（許可文中，第4.7-1表，第4.7-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-21
第2酸回収系の精留塔は，運転温度を低くして腐食し難い環境とするた
め，減圧条件下で硝酸と水を回収する設計とする。

設置要求
第２酸回収系
（許可文中，第4.7-1表，第4.7-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-22
2.6.2　溶媒回収設備
溶媒回収設備は，溶媒再生系及び溶媒処理系で構成する設計とする。 設置要求 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-23
溶媒回収設備は，分離施設及び精製施設から発生する使用済有機溶媒を洗
浄及び蒸留で精製して回収し，分離施設及び精製施設に移送して再利用す
る設計とする。

設置要求 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-24
なお，溶媒回収設備で回収する有機溶媒の種類は，n-ドデカン並びにTBP
及びn-ドデカンの混合物である。

設置要求 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

6-13
2.6.1.2　第2酸回収系
第2酸回収系は，精製施設，脱硝施設等から発生する使用済硝酸を蒸留精
製して回収し，分離施設，精製施設等に移送して再利用する設計とする。

設置要求 基本方針 基本方針

6-14

第2酸回収系は，精製施設のウラン精製設備の抽出廃液TBP洗浄器からの抽
出廃液を油水分離槽に受け入れ，有機溶媒を分離した後，供給液受槽を経
由して供給槽へ移送するとともに，精製施設のプルトニウム精製設備の抽
出廃液中間貯槽からの抽出廃液等の使用済硝酸については供給液受槽を経
由して供給槽に受け入れる設計とする。また，脱硝施設のウラン脱硝設備
の脱硝塔の脱硝廃ガスの凝縮液等の使用済硝酸を低レベル無塩廃液受槽及
び供給液受槽を経由して，供給槽に受け入れる設計とする。

設置要求
第２酸回収系
（許可文中，第4.7-1表，第4.7-1図）

基本方針

6-15
供給槽から使用済硝酸を蒸発缶に供給する設計とする。蒸発缶は，減圧下
で使用済硝酸を蒸発させ，蒸気は精留塔に送る設計とする。精留塔は，減
圧下で硝酸と水を分離し回収する設計とする。

設置要求
第２酸回収系
（許可文中，第4.7-1表，第4.7-1図）

基本方針

6-16
蒸発缶の濃縮液については，スチームジェットポンプで分離施設の分離設
備の抽出廃液供給槽へ移送した後，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液
濃縮設備へ移送する設計とする。

設置要求
第２酸回収系
（許可文中，第4.7-1表，第4.7-1図）

基本方針

6-17
回収した硝酸については，回収硝酸受槽を経てポンプで分離施設，精製施
設等へ移送して再利用するか又はポンプで液体廃棄物の廃棄施設の低レベ
ル廃液処理設備の第1低レベル第1廃液受槽等へ移送する設計とする。

設置要求
第２酸回収系
（許可文中，第4.7-1表，第4.7-1図）

基本方針

6-18
精留塔の濃縮液については，供給槽へ移送し，再度蒸発缶に供給する設計
とする。

設置要求
第２酸回収系
（許可文中，第4.7-1表，第4.7-1図）

基本方針

6-19
回収した水については，ポンプで液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処
理設備の第2低レベル廃液受槽へ移送する設計とする。

設置要求
第２酸回収系
（許可文中，第4.7-1表，第4.7-1図）

基本方針

6-20
第2酸回収系の蒸発缶は，運転温度を低くして腐食し難い環境とするた
め，減圧条件下で使用済硝酸を蒸発させる設計とする。

設置要求
第２酸回収系
（許可文中，第4.7-1表，第4.7-1図）

基本方針

6-21
第2酸回収系の精留塔は，運転温度を低くして腐食し難い環境とするた
め，減圧条件下で硝酸と水を回収する設計とする。

設置要求
第２酸回収系
（許可文中，第4.7-1表，第4.7-1図）

基本方針

6-22
2.6.2　溶媒回収設備
溶媒回収設備は，溶媒再生系及び溶媒処理系で構成する設計とする。 設置要求 基本方針 基本方針

6-23
溶媒回収設備は，分離施設及び精製施設から発生する使用済有機溶媒を洗
浄及び蒸留で精製して回収し，分離施設及び精製施設に移送して再利用す
る設計とする。

設置要求 基本方針 基本方針

6-24
なお，溶媒回収設備で回収する有機溶媒の種類は，n-ドデカン並びにTBP
及びn-ドデカンの混合物である。

設置要求 基本方針 基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

447



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

6-25

2.6.2.1　溶媒再生系
溶媒再生系は，分離・分配系の第1洗浄器に分離施設の分配設備のウラン
逆抽出器から使用済みの有機溶媒を，プルトニウム精製系の第1洗浄器に
精製施設のプルトニウム精製設備のウラン逆抽出器から使用済みの有機溶
媒を，ウラン精製系の第1洗浄器に精製施設のウラン精製設備の逆抽出器
から使用済みの有機溶媒を受け入れる設計とする。

設置要求
溶媒再生系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-26
各々の第1洗浄器に受け入れる使用済みの有機溶媒のTBPについては，溶媒
処理系で回収する回収溶媒を添加する設計とする。

設置要求
溶媒再生系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-27
なお，TBP濃度については，各々の溶媒再生系での洗浄の後に，定期的に
試料採取して分析によって確認する設計とする。

設置要求
溶媒再生系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-28

第1洗浄器の第1段に受け入れた使用済みの有機溶媒については，第1段及
び第2段で炭酸ナトリウムを用いて洗浄した後，第2段から抜き出し，第2
洗浄器に移送する設計とする。第2洗浄器では，有機溶媒を硝酸を用いて
洗浄した後，第1洗浄器の第3段へ移送する設計とする。第2洗浄器からの
有機溶媒については第3段及び第4段で炭酸ナトリウムを用いて洗浄した
後，第3洗浄器に移送し，水酸化ナトリウムで洗浄する設計とする。

設置要求
溶媒再生系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-29
第1洗浄器から第3洗浄器の洗浄によって，使用済みの有機溶媒中の溶媒の
劣化物等を除去する設計とする。

設置要求
溶媒再生系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-30

分離・分配系の洗浄後の有機溶媒については，ゲデオンで分離施設の分離
設備，分配設備へ移送し再利用するとともに，一部は溶媒処理系の溶媒供
給槽へ移送する設計とする。プルトニウム精製系の洗浄後の有機溶媒につ
いては，ゲデオンで精製施設のプルトニウム精製設備へ移送し再利用する
とともに，一部は分離・分配系の洗浄後の有機溶媒に混合する設計とす
る。

設置要求
溶媒再生系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-31
ウラン精製系の洗浄後の有機溶媒については，ポンプで精製施設のウラン
精製設備及びプルトニウム精製設備へ移送し再利用するとともに，一部は
プルトニウム精製系の洗浄後の有機溶媒に混合する設計とする。

設置要求
溶媒再生系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-32
分離・分配系の有機溶媒の洗浄により発生する廃液については，スチーム
ジェットポンプで液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備のアルカ
リ廃液供給槽へ移送する設計とする。

設置要求
溶媒再生系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-33

プルトニウム精製系の有機溶媒の洗浄により発生する廃液については，ス
チームジェットポンプで液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備の
アルカリ廃液供給槽へ移送するか又は低レベル廃液処理設備の第1低レベ
ル第1廃液受槽等へ移送する設計とする。

設置要求
溶媒再生系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-34
ウラン精製系の有機溶媒の洗浄により発生する廃液については，スチーム
ジェットポンプで液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第1低
レベル第1廃液受槽等へ移送する設計とする。

設置要求
溶媒再生系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-35

2.6.2.2　溶媒処理系
溶媒処理系は，溶媒再生系の分離・分配系の第3洗浄器からの洗浄後の有
機溶媒を溶媒供給槽に受け入れ，第1蒸発缶に供給し水分を除去する設計
とする。第1蒸発缶からの有機溶媒については，第2蒸発缶で蒸発させ，蒸
気は溶媒蒸留塔へ移送し，回収希釈剤と回収溶媒を得る設計とする。溶媒
蒸留塔上部から得た回収希釈剤については，回収希釈剤中間貯槽を経て回
収希釈剤第1貯槽に受け入れ，ポンプで分離施設，精製施設に移送し再利
用するか又は回収溶媒第3貯槽に移送する設計とする。

設置要求
溶媒処理系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-36
溶媒蒸留塔下部から得た回収溶媒については，回収溶媒中間貯槽を経て回
収溶媒第1貯槽に受け入れ，溶媒再生系で再利用するか又は回収溶媒第3貯
槽に移送する設計とする。

設置要求
溶媒処理系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

6-25

2.6.2.1　溶媒再生系
溶媒再生系は，分離・分配系の第1洗浄器に分離施設の分配設備のウラン
逆抽出器から使用済みの有機溶媒を，プルトニウム精製系の第1洗浄器に
精製施設のプルトニウム精製設備のウラン逆抽出器から使用済みの有機溶
媒を，ウラン精製系の第1洗浄器に精製施設のウラン精製設備の逆抽出器
から使用済みの有機溶媒を受け入れる設計とする。

設置要求
溶媒再生系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

6-26
各々の第1洗浄器に受け入れる使用済みの有機溶媒のTBPについては，溶媒
処理系で回収する回収溶媒を添加する設計とする。

設置要求
溶媒再生系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

6-27
なお，TBP濃度については，各々の溶媒再生系での洗浄の後に，定期的に
試料採取して分析によって確認する設計とする。

設置要求
溶媒再生系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

6-28

第1洗浄器の第1段に受け入れた使用済みの有機溶媒については，第1段及
び第2段で炭酸ナトリウムを用いて洗浄した後，第2段から抜き出し，第2
洗浄器に移送する設計とする。第2洗浄器では，有機溶媒を硝酸を用いて
洗浄した後，第1洗浄器の第3段へ移送する設計とする。第2洗浄器からの
有機溶媒については第3段及び第4段で炭酸ナトリウムを用いて洗浄した
後，第3洗浄器に移送し，水酸化ナトリウムで洗浄する設計とする。

設置要求
溶媒再生系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

6-29
第1洗浄器から第3洗浄器の洗浄によって，使用済みの有機溶媒中の溶媒の
劣化物等を除去する設計とする。

設置要求
溶媒再生系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

6-30

分離・分配系の洗浄後の有機溶媒については，ゲデオンで分離施設の分離
設備，分配設備へ移送し再利用するとともに，一部は溶媒処理系の溶媒供
給槽へ移送する設計とする。プルトニウム精製系の洗浄後の有機溶媒につ
いては，ゲデオンで精製施設のプルトニウム精製設備へ移送し再利用する
とともに，一部は分離・分配系の洗浄後の有機溶媒に混合する設計とす
る。

設置要求
溶媒再生系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

6-31
ウラン精製系の洗浄後の有機溶媒については，ポンプで精製施設のウラン
精製設備及びプルトニウム精製設備へ移送し再利用するとともに，一部は
プルトニウム精製系の洗浄後の有機溶媒に混合する設計とする。

設置要求
溶媒再生系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

6-32
分離・分配系の有機溶媒の洗浄により発生する廃液については，スチーム
ジェットポンプで液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備のアルカ
リ廃液供給槽へ移送する設計とする。

設置要求
溶媒再生系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

6-33

プルトニウム精製系の有機溶媒の洗浄により発生する廃液については，ス
チームジェットポンプで液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備の
アルカリ廃液供給槽へ移送するか又は低レベル廃液処理設備の第1低レベ
ル第1廃液受槽等へ移送する設計とする。

設置要求
溶媒再生系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

6-34
ウラン精製系の有機溶媒の洗浄により発生する廃液については，スチーム
ジェットポンプで液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第1低
レベル第1廃液受槽等へ移送する設計とする。

設置要求
溶媒再生系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

6-35

2.6.2.2　溶媒処理系
溶媒処理系は，溶媒再生系の分離・分配系の第3洗浄器からの洗浄後の有
機溶媒を溶媒供給槽に受け入れ，第1蒸発缶に供給し水分を除去する設計
とする。第1蒸発缶からの有機溶媒については，第2蒸発缶で蒸発させ，蒸
気は溶媒蒸留塔へ移送し，回収希釈剤と回収溶媒を得る設計とする。溶媒
蒸留塔上部から得た回収希釈剤については，回収希釈剤中間貯槽を経て回
収希釈剤第1貯槽に受け入れ，ポンプで分離施設，精製施設に移送し再利
用するか又は回収溶媒第3貯槽に移送する設計とする。

設置要求
溶媒処理系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

6-36
溶媒蒸留塔下部から得た回収溶媒については，回収溶媒中間貯槽を経て回
収溶媒第1貯槽に受け入れ，溶媒再生系で再利用するか又は回収溶媒第3貯
槽に移送する設計とする。

設置要求
溶媒処理系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

6-37
第1蒸発缶からの凝縮液については，スチームジェットポンプ等で酸回収
設備又は液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第1低レベル第1
廃液受槽等へ移送する設計とする。

設置要求
溶媒処理系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-38

第2蒸発缶の未蒸発の有機溶媒については，第2蒸発缶に再循環させるとと
もに，一部は廃有機溶媒残渣として廃有機溶媒残渣中間貯槽に受け入れ，
ポンプで固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄物処理設備の廃溶媒処
理系へ移送する設計とする。

設置要求
溶媒処理系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-39

回収溶媒第3貯槽に受け入れた回収希釈剤及び回収溶媒については，各々
廃希釈剤及び廃有機溶媒としてポンプで固体廃棄物の廃棄施設の低レベル
固体廃棄物処理設備の廃溶媒処理系へ移送するか又は再度蒸留処理する設
計とする。

設置要求
溶媒処理系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-40

分離施設及び精製施設で使用した有機溶媒を新しい有機溶媒に更新する場
合，溶媒処理系に受け入れる有機溶媒については，回収溶媒第3貯槽を経
て，廃有機溶媒としてポンプで固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄
物処理設備の廃溶媒処理系へ移送することもできる設計とする。

設置要求
溶媒処理系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-41 第1蒸発缶は、減圧条件下で運転し、有機溶媒を蒸発させる設計とする。 設置要求
溶媒処理系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-42 第2蒸発缶は、減圧条件下で運転し、有機溶媒を蒸発させる設計とする。 設置要求
溶媒処理系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -

6-43
溶媒蒸留塔は、減圧条件下で運転し,希釈剤と有機溶媒に分離し回収する
設計とする。

設置要求
溶媒処理系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

- - - - -
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

6-37
第1蒸発缶からの凝縮液については，スチームジェットポンプ等で酸回収
設備又は液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第1低レベル第1
廃液受槽等へ移送する設計とする。

設置要求
溶媒処理系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

6-38

第2蒸発缶の未蒸発の有機溶媒については，第2蒸発缶に再循環させるとと
もに，一部は廃有機溶媒残渣として廃有機溶媒残渣中間貯槽に受け入れ，
ポンプで固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄物処理設備の廃溶媒処
理系へ移送する設計とする。

設置要求
溶媒処理系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

6-39

回収溶媒第3貯槽に受け入れた回収希釈剤及び回収溶媒については，各々
廃希釈剤及び廃有機溶媒としてポンプで固体廃棄物の廃棄施設の低レベル
固体廃棄物処理設備の廃溶媒処理系へ移送するか又は再度蒸留処理する設
計とする。

設置要求
溶媒処理系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

6-40

分離施設及び精製施設で使用した有機溶媒を新しい有機溶媒に更新する場
合，溶媒処理系に受け入れる有機溶媒については，回収溶媒第3貯槽を経
て，廃有機溶媒としてポンプで固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄
物処理設備の廃溶媒処理系へ移送することもできる設計とする。

設置要求
溶媒処理系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

6-41 第1蒸発缶は、減圧条件下で運転し、有機溶媒を蒸発させる設計とする。 設置要求
溶媒処理系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

6-42 第2蒸発缶は、減圧条件下で運転し、有機溶媒を蒸発させる設計とする。 設置要求
溶媒処理系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

6-43
溶媒蒸留塔は、減圧条件下で運転し,希釈剤と有機溶媒に分離し回収する
設計とする。

設置要求
溶媒処理系
（許可文中，第4.7-2表，第4.7-3図）

基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.2.6 酸及び溶媒の回収施設
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.2.6 酸及
び溶媒の回収施設】
酸及び溶媒の回収施設の構成及び設計
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

7-1

7.2　圧縮空気設備
圧縮空気設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通項
目の「3. 自然現象等」，「4. 閉じ込めの機能」，「5. 火災等による損
傷の防止」, 「6. 再処理施設内における溢水による損傷の防止」，「7.
再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」及び「9. 設
備に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 - - - - - - - - -

7-2
7.2.1　設計基準対象の施設
　圧縮空気設備は，一般圧縮空気系及び安全圧縮空気系で構成し，再処理
施設内の各施設に圧縮空気を供給する設計とする。

設置要求

圧縮空気設備（一般圧縮空気系、安全圧縮空気
系）
（許可文中、第9.3-1表、第9.3-1図、第9.3-2
図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統毎の設計上の考慮
1.8.7.2 圧縮空気設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統毎の設計上の考慮　1.8.7.2 圧縮空気
設備】
圧縮空気設備の構成及び設計

- - - - -

7-3
7.2.1.1　一般圧縮空気系
　一般圧縮空気系は，空気圧縮機等で構成し，各施設に圧縮空気を供給す
る設計とする。

設置要求
圧縮空気設備（一般圧縮空気系）
（許可文中、第9.3-1表、第9.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統毎の設計上の考慮
1.8.7.2 圧縮空気設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統毎の設計上の考慮　1.8.7.2 圧縮空気
設備】
圧縮空気設備の構成及び設計

- - - - -

7-4

一般圧縮空気系は，廃棄物管理施設と共用する。
共用する一般圧縮空気系は，廃棄物管理施設における使用を想定しても，
再処理施設に十分な圧縮空気を供給できる容量を確保できる。また，故障
その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止することにより故障その他の
異常による影響を局所化し，故障その他の異常が発生した施設からの波及
的影響を及ぼさない設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性
を損なわない設計とする。

機能要求①
圧縮空気設備（一般圧縮空気系）
（許可文中、第9.3-1表、第9.3-1図）

設計方針（共用）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統毎の設計上の考慮
1.8.7.2 圧縮空気設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統毎の設計上の考慮　1.8.7.2 圧縮空気
設備】
圧縮空気設備の構成及び設計
〇共用
廃棄物管理施設との共用によって再処理施設との
安全性を損なわない設計とする。

- - - - -

7-5

7.2.1.2　安全圧縮空気系
　安全圧縮空気系は，3台の空気圧縮機及び水素掃気用，計測制御用，か
くはん用の3基の空気貯槽，安全空気脱湿装置，水素掃気用安全圧縮空気
系，かくはん用安全圧縮空気系，計測制御用安全圧縮空気系で構成し，各
施設に圧縮空気を供給する設計とする。

設置要求
圧縮空気設備（安全圧縮空気系）
（許可文中、第9.3-1表、第9.3-2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統毎の設計上の考慮
1.8.7.2 圧縮空気設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統毎の設計上の考慮　1.8.7.2 圧縮空気
設備】
圧縮空気設備の構成及び設計

- - - - -

7-6

　水素掃気用安全圧縮空気系の圧縮空気は，溶液等の放射線分解により発
生する水素を希釈することによる火災及び爆発の防止等の安全機能を維持
するために供給する設計とする。水素掃気用安全圧縮空気系から圧縮空気
を供給する主要機器は，溶解施設の溶解設備のハル洗浄槽，分離施設の分
離設備の溶解液中間貯槽，精製施設のプルトニウム精製設備のプルトニウ
ム溶液供給槽等である。

機能要求①
圧縮空気設備（安全圧縮空気系）
（許可文中、第9.3-1表、第9.3-2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統毎の設計上の考慮
1.8.7.2 圧縮空気設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統毎の設計上の考慮　1.8.7.2 圧縮空気
設備】
圧縮空気設備の構成及び設計

- - - - -

7-7
　計測制御用安全圧縮空気系の圧縮空気は，計測制御系統施設の安全上重
要な施設の計測制御系及び安全保護回路の火災及び爆発の防止，臨界安全
等の安全機能を維持するために供給する設計とする。

設置要求
圧縮空気設備（安全圧縮空気系）
（許可文中、第9.3-1表、第9.3-2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統毎の設計上の考慮
1.8.7.2 圧縮空気設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統毎の設計上の考慮　1.8.7.2 圧縮空気
設備】
圧縮空気設備の構成及び設計

- - - - -

7-8
　かくはん用安全圧縮空気系の圧縮空気は，機器内の溶液のかくはん等の
ために供給する設計とする。

設置要求
圧縮空気設備（安全圧縮空気系）
（許可文中、第9.3-1表、第9.3-2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統毎の設計上の考慮
1.8.7.2 圧縮空気設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統毎の設計上の考慮　1.8.7.2 圧縮空気
設備】
圧縮空気設備の構成及び設計

- - - - -

7-9
　安全圧縮空気系の空気圧縮機等は，1台でも必要な圧縮空気量を供給す
る容量を有する設計とする。また，空気圧縮機の運転に必要な冷却水は，
安全冷却水系から供給する設計とする。

設置要求
圧縮空気設備（安全圧縮空気系）
（許可文中、第9.3-1表、第9.3-2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統毎の設計上の考慮
1.8.7.2 圧縮空気設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統毎の設計上の考慮　1.8.7.2 圧縮空気
設備】
圧縮空気設備の構成及び設計

- - - - -

7-10
　水素掃気用及び計測制御用の空気貯槽は，短時間の全交流動力電源の喪
失時においても，その安全機能を確保できる容量とする設計とする。

設置要求
圧縮空気設備（安全圧縮空気系）
（許可文中、第9.3-1表、第9.3-2図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統毎の設計上の考慮
1.8.7.2 圧縮空気設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統毎の設計上の考慮　1.8.7.2 圧縮空気
設備】
圧縮空気設備の構成及び設計

- - - - -

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

7-1

7.2　圧縮空気設備
圧縮空気設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通項
目の「3. 自然現象等」，「4. 閉じ込めの機能」，「5. 火災等による損
傷の防止」, 「6. 再処理施設内における溢水による損傷の防止」，「7.
再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」及び「9. 設
備に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 - -

7-2
7.2.1　設計基準対象の施設
　圧縮空気設備は，一般圧縮空気系及び安全圧縮空気系で構成し，再処理
施設内の各施設に圧縮空気を供給する設計とする。

設置要求

圧縮空気設備（一般圧縮空気系、安全圧縮空気
系）
（許可文中、第9.3-1表、第9.3-1図、第9.3-2
図）

基本方針

7-3
7.2.1.1　一般圧縮空気系
　一般圧縮空気系は，空気圧縮機等で構成し，各施設に圧縮空気を供給す
る設計とする。

設置要求
圧縮空気設備（一般圧縮空気系）
（許可文中、第9.3-1表、第9.3-1図）

基本方針

7-4

一般圧縮空気系は，廃棄物管理施設と共用する。
共用する一般圧縮空気系は，廃棄物管理施設における使用を想定しても，
再処理施設に十分な圧縮空気を供給できる容量を確保できる。また，故障
その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止することにより故障その他の
異常による影響を局所化し，故障その他の異常が発生した施設からの波及
的影響を及ぼさない設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性
を損なわない設計とする。

機能要求①
圧縮空気設備（一般圧縮空気系）
（許可文中、第9.3-1表、第9.3-1図）

設計方針（共用）

7-5

7.2.1.2　安全圧縮空気系
　安全圧縮空気系は，3台の空気圧縮機及び水素掃気用，計測制御用，か
くはん用の3基の空気貯槽，安全空気脱湿装置，水素掃気用安全圧縮空気
系，かくはん用安全圧縮空気系，計測制御用安全圧縮空気系で構成し，各
施設に圧縮空気を供給する設計とする。

設置要求
圧縮空気設備（安全圧縮空気系）
（許可文中、第9.3-1表、第9.3-2図）

基本方針

7-6

　水素掃気用安全圧縮空気系の圧縮空気は，溶液等の放射線分解により発
生する水素を希釈することによる火災及び爆発の防止等の安全機能を維持
するために供給する設計とする。水素掃気用安全圧縮空気系から圧縮空気
を供給する主要機器は，溶解施設の溶解設備のハル洗浄槽，分離施設の分
離設備の溶解液中間貯槽，精製施設のプルトニウム精製設備のプルトニウ
ム溶液供給槽等である。

機能要求①
圧縮空気設備（安全圧縮空気系）
（許可文中、第9.3-1表、第9.3-2図）

基本方針

7-7
　計測制御用安全圧縮空気系の圧縮空気は，計測制御系統施設の安全上重
要な施設の計測制御系及び安全保護回路の火災及び爆発の防止，臨界安全
等の安全機能を維持するために供給する設計とする。

設置要求
圧縮空気設備（安全圧縮空気系）
（許可文中、第9.3-1表、第9.3-2図）

基本方針

7-8
　かくはん用安全圧縮空気系の圧縮空気は，機器内の溶液のかくはん等の
ために供給する設計とする。

設置要求
圧縮空気設備（安全圧縮空気系）
（許可文中、第9.3-1表、第9.3-2図）

基本方針

7-9
　安全圧縮空気系の空気圧縮機等は，1台でも必要な圧縮空気量を供給す
る容量を有する設計とする。また，空気圧縮機の運転に必要な冷却水は，
安全冷却水系から供給する設計とする。

設置要求
圧縮空気設備（安全圧縮空気系）
（許可文中、第9.3-1表、第9.3-2図）

基本方針

7-10
　水素掃気用及び計測制御用の空気貯槽は，短時間の全交流動力電源の喪
失時においても，その安全機能を確保できる容量とする設計とする。

設置要求
圧縮空気設備（安全圧縮空気系）
（許可文中、第9.3-1表、第9.3-2図）

基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

〇 - - - - - - -

〇 基本方針 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統毎の設計上の考慮
1.8.7.2 圧縮空気設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統毎の設計上の考慮　1.8.7.2 圧縮空気
設備】
圧縮空気設備の構成及び設計

〇 基本方針 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統毎の設計上の考慮
1.8.7.2 圧縮空気設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統毎の設計上の考慮　1.8.7.2 圧縮空気
設備】
圧縮空気設備の構成及び設計

〇 基本方針 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統毎の設計上の考慮
1.8.7.2 圧縮空気設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統毎の設計上の考慮　1.8.7.2 圧縮空気
設備】
圧縮空気設備の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統毎の設計上の考慮
1.8.7.2 圧縮空気設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統毎の設計上の考慮　1.8.7.2 圧縮空気
設備】
圧縮空気設備の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統毎の設計上の考慮
1.8.7.2 圧縮空気設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統毎の設計上の考慮　1.8.7.2 圧縮空気
設備】
圧縮空気設備の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統毎の設計上の考慮
1.8.7.2 圧縮空気設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統毎の設計上の考慮　1.8.7.2 圧縮空気
設備】
圧縮空気設備の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統毎の設計上の考慮
1.8.7.2 圧縮空気設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統毎の設計上の考慮　1.8.7.2 圧縮空気
設備】
圧縮空気設備の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統毎の設計上の考慮
1.8.7.2 圧縮空気設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統毎の設計上の考慮　1.8.7.2 圧縮空気
設備】
圧縮空気設備の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統毎の設計上の考慮
1.8.7.2 圧縮空気設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統毎の設計上の考慮　1.8.7.2 圧縮空気
設備】
圧縮空気設備の構成及び設計

第２回

453



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

8-1

7.3　給水処理設備
　給水処理設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通
項目の「3. 自然現象等」，「5. 火災等による損傷の防止」，「6．再処
理施設内における溢水による損傷の防止」，「7．再処理施設内における
化学薬品の漏えいによる損傷の防止」，「9. 設備に対する要求」に基づ
くものとする。

冒頭宣言 - - - - - - - - -

8-2
7.3.1 設計基準対象の施設
　給水処理設備は，ろ過水貯槽，純水装置，純水貯槽等で構成し，再処理
施設の運転に必要なろ過水及び純水を確保及び供給する設計とする。

設置要求
給水処理設備（給水処理設備）
（許可文中、第9.4-1表、第9.4-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.3 給水処理設備
設備の一部を変更する

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.3 給水
処理設備】
給水処理設備の構成及び設計

- - - - -

8-3

給水処理設備のうち，ろ過水を供給する設備は，廃棄物管理施設及びMOX
燃料加工施設と共用する。
　ろ過水を供給する設備は，廃棄物管理施設及びMOX燃料加工施設におけ
る使用を想定しても，再処理施設に十分なろ過水を供給できる容量を確保
できる。また，故障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止すること
により故障その他の異常による影響を局所化し，故障その他の異常が発生
した施設からの波及的影響を及ぼさない設計とすることで，共用によって
再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
給水処理設備（給水処理設備）
（許可文中、第9.4-1表、第9.4-1図）

設計方針（共用）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.7 共用に対する考慮
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.3 給水処理設備
設備の一部を変更する

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.3 給水
処理設備】
給水処理設備の構成及び設計

○ 共用
廃棄物管理施設及びMOX燃料加工施設との共用に
よって再処理施設の安全性を損なわない設計

- - - - -

8-4
　ろ過水貯槽は，二又川河川水を除濁ろ過したろ過水を受け入れ，貯留す
る設計とする。また，ろ過水貯槽のろ過水は，純水装置へ移送するととも
に，各使用先に供給する設計とする。

設置要求
給水処理設備（給水処理設備）
（許可文中、第9.4-1表、第9.4-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.3 給水処理設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.3 給水
処理設備】
給水処理設備の構成及び設計

- - - - -

8-5
　純水装置は，ろ過水貯槽からろ過水を受け入れ，ろ過水を純水にする設
計とする。

設置要求
給水処理設備（給水処理設備）
（許可文中、第9.4-1表、第9.4-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.3 給水処理設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.3 給水
処理設備】
給水処理設備の構成及び設計

- - - - -

8-6
　純水貯槽は，純水を純水装置から受け入れ，貯留する設計とする。ま
た，純水貯槽の純水は，各使用先に供給する設計とする。

設置要求
給水処理設備（給水処理設備）
（許可文中、第9.4-1表、第9.4-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.3 給水処理設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.3 給水
処理設備】
給水処理設備の構成及び設計

- - - - -

8-7
給水処理設備の屋外機器は，必要に応じ保温材の設置及び地下埋設によ
り，凍結を防止する設計とする。

設置要求
給水処理設備（給水処理設備）
（許可文中、第9.4-1表、第9.4-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.3 給水処理設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.3 給水
処理設備】
給水処理設備の構成及び設計

- - - - -

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

8-1

7.3　給水処理設備
　給水処理設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通
項目の「3. 自然現象等」，「5. 火災等による損傷の防止」，「6．再処
理施設内における溢水による損傷の防止」，「7．再処理施設内における
化学薬品の漏えいによる損傷の防止」，「9. 設備に対する要求」に基づ
くものとする。

冒頭宣言 - -

8-2
7.3.1 設計基準対象の施設
　給水処理設備は，ろ過水貯槽，純水装置，純水貯槽等で構成し，再処理
施設の運転に必要なろ過水及び純水を確保及び供給する設計とする。

設置要求
給水処理設備（給水処理設備）
（許可文中、第9.4-1表、第9.4-1図）

基本方針

8-3

給水処理設備のうち，ろ過水を供給する設備は，廃棄物管理施設及びMOX
燃料加工施設と共用する。
　ろ過水を供給する設備は，廃棄物管理施設及びMOX燃料加工施設におけ
る使用を想定しても，再処理施設に十分なろ過水を供給できる容量を確保
できる。また，故障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止すること
により故障その他の異常による影響を局所化し，故障その他の異常が発生
した施設からの波及的影響を及ぼさない設計とすることで，共用によって
再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
給水処理設備（給水処理設備）
（許可文中、第9.4-1表、第9.4-1図）

設計方針（共用）

8-4
　ろ過水貯槽は，二又川河川水を除濁ろ過したろ過水を受け入れ，貯留す
る設計とする。また，ろ過水貯槽のろ過水は，純水装置へ移送するととも
に，各使用先に供給する設計とする。

設置要求
給水処理設備（給水処理設備）
（許可文中、第9.4-1表、第9.4-1図）

基本方針

8-5
　純水装置は，ろ過水貯槽からろ過水を受け入れ，ろ過水を純水にする設
計とする。

設置要求
給水処理設備（給水処理設備）
（許可文中、第9.4-1表、第9.4-1図）

基本方針

8-6
　純水貯槽は，純水を純水装置から受け入れ，貯留する設計とする。ま
た，純水貯槽の純水は，各使用先に供給する設計とする。

設置要求
給水処理設備（給水処理設備）
（許可文中、第9.4-1表、第9.4-1図）

基本方針

8-7
給水処理設備の屋外機器は，必要に応じ保温材の設置及び地下埋設によ
り，凍結を防止する設計とする。

設置要求
給水処理設備（給水処理設備）
（許可文中、第9.4-1表、第9.4-1図）

基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○ - - - - - - -

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
  1.8 系統施設毎の設計上の考慮
　1.8.7.3 給水処理設備
　
設備の一部を変更する。

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.3 給水
処理設備】
給水処理設備の構成及び設計

○ -
給水処理設備（給水処理設備）
（許可文中、第9.4-1表、第9.4-1図）

- - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.7 共用に対する考慮
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.3 給水処理設備

設備の一部を変更する

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.3 給水
処理設備】
給水処理設備の構成及び設計

○ 共用
廃棄物管理施設及びMOX燃料加工施設との共用に
よって再処理施設の安全性を損なわない設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
  1.8 系統施設毎の設計上の考慮
　1.8.7.3 給水処理設備
　
設備の一部を変更する。

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.3 給水
処理設備】
給水処理設備の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
  1.8 系統施設毎の設計上の考慮
　1.8.7.3 給水処理設備
　
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.3 給水
処理設備】
給水処理設備の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
  1.8 系統施設毎の設計上の考慮
　1.8.7.3 給水処理設備
　
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.3 給水
処理設備】
給水処理設備の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
  1.8 系統施設毎の設計上の考慮
　1.8.7.3 給水処理設備
　
設備の一部を変更する。

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.3 給水
処理設備】
給水処理設備の構成及び設計

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

11-1

7.6 分析設備
分析設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通項目の
「1. 核燃料物質の臨界防止」，「2. 地盤」，「3. 自然現象等」，「4.
閉じ込めの機能」，「5. 火災等による損傷の防止」，「6．再処理施設内
における溢水による損傷の防止」，「7．再処理施設内における化学薬品
の漏えいによる損傷の防止」「8. 遮蔽」及び「9. 設備に対する要求事
項」に基づくものとする。

冒頭宣言 - - - - - - - - -

11-2

分析設備は，再処理施設内の各施設から分析試料を採取，移送及び分析す
るとともに分析試料の分析により生じる分析済溶液及び分析残液を処理す
る設備で構成し，分析結果は中央制御室及び使用済燃料受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室に伝送する設計とする。

設置要求
分析設備
(許可文中,第9.8-1表,第9.8-1図)

基本方針

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.6 分析設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.6　分
析設備】
分析設備の構成及び設計

- - - - -

11-3 分析設備は，分析建屋に収納する設計とする。 設置要求
分析設備
(許可文中,第9.8-1表,第9.8-1図)
分析建屋

基本方針

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.6 分析設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.6　分
析設備】
分析設備の構成及び設計

- - - - -

11-4 分析建屋は，地上3階，地下3階の建物とする設計とする。 設置要求 分析建屋 基本方針

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.6 分析設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.6　分
析設備】
分析設備の構成及び設計

- - - - -

11-5
分析建屋の一部は，六ヶ所保障措置分析所と共用する。六ヶ所保障措置分
析所と共用する分析建屋の一部は，共用によって，当該部位の仕様に変更
が無いため，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求① 分析建屋 設計方針（共用）

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.6 分析設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.6　分
析設備】
〇共用
六ヶ所保障措置分析所との共用によって再処理施
設との安全性を損なわない設計とする。

- - - - -

11-6
分析設備は，再処理施設内の各建屋に設置する分析試料採取装置，分析建
屋等に設置する分析装置等で構成する。

設置要求
分析設備
(許可文中,第9.8-1表,第9.8-1図)

基本方針

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.6 分析設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.6　分
析設備】
分析設備の構成及び設計

- - - - -

11-7

再処理施設内の各施設に設置した分析試料採取装置で採取した分析試料
は，主として分析試料移送装置で，分析建屋，ウラン混合脱硝建屋及びウ
ラン・プルトニウム混合脱硝建屋に設置する所定の分析装置に移送し，放
射線量が極めて低く，比較的多くの量を必要とする分析試料は，手持ち移
送にて分析建屋及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に移送する設計
とする。
分析試料移送装置は，気送管等で構成し，移送経路通過を確認できる設計
とする。

設置要求
分析設備
(許可文中,第9.8-1表,第9.8-1図)

基本方針

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.6 分析設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.6　分
析設備】
分析設備の構成及び設計

- - - - -

11-8
分析装置は，分析建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，ウラン混合
脱硝建屋及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に設置し，分析試料を
分析項目に応じた分析ができる設計とする。

設置要求
分析設備
(許可文中,第9.8-1表,第9.8-1図)

基本方針

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.6 分析設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.6　分
析設備】
分析設備の構成及び設計

- - - - -

11-9
主要な試料採取項目として清澄・計量設備の計量・調整槽の溶解液等とす
る設計とする。

設置要求
分析設備
(許可文中,第9.8-1表,第9.8-1図)

基本方針

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.6 分析設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.6　分
析設備】
分析設備の構成及び設計

- - - - -

11-10
分析建屋にて分析試料の分析により生じる分析済溶液については，分析試
料の性状に応じて分類し，分析済溶液処理系，液体廃棄物の廃棄施設及び
分析設備に移送する設計とする。

設置要求
分析設備
(許可文中,第9.8-1表,第9.8-1図)

基本方針

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.6 分析設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.6　分
析設備】
分析設備の構成及び設計

- - - - -

11-11

分析済溶液処理系は，プルトニウムを含む分析済溶液を小容量の回分操作
による濃縮及び抽出を行い，プルトニウムを回収し，回収したプルトニウ
ム溶液を分析残液とともに分離建屋一時貯留処理設備に移送する設計とす
る。

設置要求
分析設備
(許可文中,第9.8-1表,第9.8-1図)

基本方針

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.6 分析設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.6　分
析設備】
分析設備の構成及び設計

- - - - -

11-12
プルトニウムを含む分析済溶液については，分析セル，グローブボックス
及びフードから分析済溶液受槽に受け入れ，分析済溶液供給槽を経て濃縮
操作ボックスに移送し，濃縮操作ボックス内で濃縮を行う設計とする。

設置要求
分析設備
(許可文中,第9.8-1表,第9.8-1図)

基本方針

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.6 分析設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.6　分
析設備】
分析設備の構成及び設計

- - - - -

11-13
濃縮液については，濃縮操作ボックスから濃縮液受槽に受け入れ，濃縮液
供給槽を経て抽出操作ボックスに移送し，抽出操作ボックス内でプルトニ
ウムの抽出を行う設計とする。

設置要求
分析設備
(許可文中,第9.8-1表,第9.8-1図)

基本方針

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.6 分析設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.6　分
析設備】
分析設備の構成及び設計

- - - - -

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

456



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

11-1

7.6 分析設備
分析設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通項目の
「1. 核燃料物質の臨界防止」，「2. 地盤」，「3. 自然現象等」，「4.
閉じ込めの機能」，「5. 火災等による損傷の防止」，「6．再処理施設内
における溢水による損傷の防止」，「7．再処理施設内における化学薬品
の漏えいによる損傷の防止」「8. 遮蔽」及び「9. 設備に対する要求事
項」に基づくものとする。

冒頭宣言 - -

11-2

分析設備は，再処理施設内の各施設から分析試料を採取，移送及び分析す
るとともに分析試料の分析により生じる分析済溶液及び分析残液を処理す
る設備で構成し，分析結果は中央制御室及び使用済燃料受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室に伝送する設計とする。

設置要求
分析設備
(許可文中,第9.8-1表,第9.8-1図)

基本方針

11-3 分析設備は，分析建屋に収納する設計とする。 設置要求
分析設備
(許可文中,第9.8-1表,第9.8-1図)
分析建屋

基本方針

11-4 分析建屋は，地上3階，地下3階の建物とする設計とする。 設置要求 分析建屋 基本方針

11-5
分析建屋の一部は，六ヶ所保障措置分析所と共用する。六ヶ所保障措置分
析所と共用する分析建屋の一部は，共用によって，当該部位の仕様に変更
が無いため，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求① 分析建屋 設計方針（共用）

11-6
分析設備は，再処理施設内の各建屋に設置する分析試料採取装置，分析建
屋等に設置する分析装置等で構成する。

設置要求
分析設備
(許可文中,第9.8-1表,第9.8-1図)

基本方針

11-7

再処理施設内の各施設に設置した分析試料採取装置で採取した分析試料
は，主として分析試料移送装置で，分析建屋，ウラン混合脱硝建屋及びウ
ラン・プルトニウム混合脱硝建屋に設置する所定の分析装置に移送し，放
射線量が極めて低く，比較的多くの量を必要とする分析試料は，手持ち移
送にて分析建屋及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に移送する設計
とする。
分析試料移送装置は，気送管等で構成し，移送経路通過を確認できる設計
とする。

設置要求
分析設備
(許可文中,第9.8-1表,第9.8-1図)

基本方針

11-8
分析装置は，分析建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，ウラン混合
脱硝建屋及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に設置し，分析試料を
分析項目に応じた分析ができる設計とする。

設置要求
分析設備
(許可文中,第9.8-1表,第9.8-1図)

基本方針

11-9
主要な試料採取項目として清澄・計量設備の計量・調整槽の溶解液等とす
る設計とする。

設置要求
分析設備
(許可文中,第9.8-1表,第9.8-1図)

基本方針

11-10
分析建屋にて分析試料の分析により生じる分析済溶液については，分析試
料の性状に応じて分類し，分析済溶液処理系，液体廃棄物の廃棄施設及び
分析設備に移送する設計とする。

設置要求
分析設備
(許可文中,第9.8-1表,第9.8-1図)

基本方針

11-11

分析済溶液処理系は，プルトニウムを含む分析済溶液を小容量の回分操作
による濃縮及び抽出を行い，プルトニウムを回収し，回収したプルトニウ
ム溶液を分析残液とともに分離建屋一時貯留処理設備に移送する設計とす
る。

設置要求
分析設備
(許可文中,第9.8-1表,第9.8-1図)

基本方針

11-12
プルトニウムを含む分析済溶液については，分析セル，グローブボックス
及びフードから分析済溶液受槽に受け入れ，分析済溶液供給槽を経て濃縮
操作ボックスに移送し，濃縮操作ボックス内で濃縮を行う設計とする。

設置要求
分析設備
(許可文中,第9.8-1表,第9.8-1図)

基本方針

11-13
濃縮液については，濃縮操作ボックスから濃縮液受槽に受け入れ，濃縮液
供給槽を経て抽出操作ボックスに移送し，抽出操作ボックス内でプルトニ
ウムの抽出を行う設計とする。

設置要求
分析設備
(許可文中,第9.8-1表,第9.8-1図)

基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

〇 - - - - - - -

〇 基本方針 基本方針 - - -

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.6 分析設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.6　分
析設備】
分析設備の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.6 分析設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.6　分
析設備】
分析設備の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.6 分析設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.6　分
析設備】
分析設備の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.6 分析設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.6　分
析設備】
〇共用
六ヶ所保障措置分析所との共用によって再処理施
設との安全性を損なわない設計とする。

〇 基本方針 基本方針 - - -

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.6 分析設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8.7.6　分析設備】
分析設備の構成及び設計

〇 基本方針 基本方針 - - -

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.6 分析設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.6　分
析設備】
分析設備の構成及び設計

〇 基本方針 基本方針 - - -

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.6 分析設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.6　分
析設備】
分析設備の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.6 分析設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.6　分
析設備】
分析設備の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.6 分析設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.6　分
析設備】
分析設備の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.6 分析設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.6　分
析設備】
分析設備の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.6 分析設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.6　分
析設備】
分析設備の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.6 分析設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.6　分
析設備】
分析設備の構成及び設計

第２回

457



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

11-14
回収したプルトニウム溶液については，抽出液受槽に受け入れ，試料採取
してプルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度を確認した後，回収槽を
経て分離建屋一時貯留処理設備に移送する設計とする。

設置要求
分析設備
(許可文中,第9.8-1表,第9.8-1図)

基本方針

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.6 分析設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.6　分
析設備】
分析設備の構成及び設計

- - - - -

11-15

分析残液については，分析セル，グローブボックス及びフードから分析残
液受槽に受け入れ，分析残液希釈槽に移送し，試料採取してプルトニウム
量を分析し，プルトニウム濃度を確認した後，回収槽を経て分離建屋一時
貯留処理設備に移送する設計とする。

設置要求
分析設備
(許可文中,第9.8-1表,第9.8-1図)

基本方針

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.6 分析設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.6　分
析設備】
分析設備の構成及び設計

- - - - -

11-16

濃縮操作に伴う凝縮液及びプルトニウムを除去した抽出残液については，
各々凝縮液受槽及び抽出残液受槽に受け入れ，試料採取してプルトニウム
量を分析し，プルトニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，液
体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備及び分析設備へ移送する設計
とする。

設置要求
分析設備
(許可文中,第9.8-1表,第9.8-1図)

基本方針

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.6 分析設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.6　分
析設備】
分析設備の構成及び設計

- - - - -
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

11-14
回収したプルトニウム溶液については，抽出液受槽に受け入れ，試料採取
してプルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度を確認した後，回収槽を
経て分離建屋一時貯留処理設備に移送する設計とする。

設置要求
分析設備
(許可文中,第9.8-1表,第9.8-1図)

基本方針

11-15

分析残液については，分析セル，グローブボックス及びフードから分析残
液受槽に受け入れ，分析残液希釈槽に移送し，試料採取してプルトニウム
量を分析し，プルトニウム濃度を確認した後，回収槽を経て分離建屋一時
貯留処理設備に移送する設計とする。

設置要求
分析設備
(許可文中,第9.8-1表,第9.8-1図)

基本方針

11-16

濃縮操作に伴う凝縮液及びプルトニウムを除去した抽出残液については，
各々凝縮液受槽及び抽出残液受槽に受け入れ，試料採取してプルトニウム
量を分析し，プルトニウム濃度が有意量以下であることを確認した後，液
体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備及び分析設備へ移送する設計
とする。

設置要求
分析設備
(許可文中,第9.8-1表,第9.8-1図)

基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.6 分析設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.6　分
析設備】
分析設備の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.6 分析設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.6　分
析設備】
分析設備の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.7.6 分析設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.6　分
析設備】
分析設備の構成及び設計
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

12-1

7.7　化学薬品貯蔵供給設備
化学薬品貯蔵供給設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章
共通項目の「3. 自然現象等」，「5. 火災等による損傷の防止」，「7.
再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」及び「9. 設
備に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 - - - - - - - - -

12-2
　化学薬品貯蔵供給設備は，化学薬品貯蔵供給系，窒素ガス製造供給系及
び酸素ガス製造供給系で構成する。

設置要求
化学薬品貯蔵供給設備（化学薬品貯蔵供給系）
（許可文中、第9.9-1表、第9.9-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設ごとの設計上の考慮
1.8.7.7 化学薬品貯蔵供給設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.7 化学
薬品貯蔵供給設備】
化学薬品貯蔵供給設備の構成及び設計

- - - - -

12-3
7.7.1　化学薬品貯蔵供給系
　化学薬品貯蔵供給系は，化学薬品を貯蔵あるいは移送する貯槽，機器及
び配管並びにそれに付随する計器で構成する。

設置要求
化学薬品貯蔵供給設備（化学薬品貯蔵供給系）
（許可文中、第9.9-1表、第9.9-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設ごとの設計上の考慮
1.8.7.7 化学薬品貯蔵供給設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.7 化学
薬品貯蔵供給設備】
化学薬品貯蔵供給設備の構成及び設計

- - - - -

12-4
　化学薬品貯蔵供給系は，再処理施設で使用する化学薬品の受入れ，貯
蔵，調整及び供給を行う設計とする。

設置要求
化学薬品貯蔵供給設備（化学薬品貯蔵供給系）
（許可文中、第9.9-1表、第9.9-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設ごとの設計上の考慮
1.8.7.7 化学薬品貯蔵供給設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.7 化学
薬品貯蔵供給設備】
化学薬品貯蔵供給設備の構成及び設計

- - - - -

12-5

　化学薬品貯蔵供給系で取り扱う化学薬品は，硝酸，水酸化ナトリウム，
TBP，n－ドデカン，硝酸ヒドラジン，硝酸ヒドロキシルアミン，炭酸ナト
リウム，NOxであり，これらは受入れ貯槽及び移送設備から使用する各施
設に移送する設計とする。

設置要求
化学薬品貯蔵供給設備（化学薬品貯蔵供給系）
（許可文中、第9.9-1表、第9.9-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設ごとの設計上の考慮
1.8.7.7 化学薬品貯蔵供給設備
設備の一部を変更する

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.7 化学
薬品貯蔵供給設備】
化学薬品貯蔵供給設備の構成及び設計

- - - - -

12-6
　なお，NOxについては放射性廃棄物の廃棄施設の気体廃棄物の廃棄施設
の塔槽類廃ガス処理設備のウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備において
廃ガスから回収し，移送する設計とする。

設置要求
化学薬品貯蔵供給設備（化学薬品貯蔵供給系）
（許可文中、第9.9-1表、第9.9-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設ごとの設計上の考慮
1.8.7.7 化学薬品貯蔵供給設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.7 化学
薬品貯蔵供給設備】
化学薬品貯蔵供給設備の構成及び設計

- - - - -

12-7
　試薬建屋の化学薬品貯蔵供給系は，化学薬品が漏えいしたとしても，建
屋外部への漏えいの拡大を防止できる設計とする。

設置要求
化学薬品貯蔵供給設備（化学薬品貯蔵供給系）
（許可文中、第9.9-1表、第9.9-1図）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設ごとの設計上の考慮
1.8.7.7 化学薬品貯蔵供給設備
設備の一部を変更する

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.7 化学
薬品貯蔵供給設備】
化学薬品貯蔵供給設備の構成及び設計

- - - - -

12-8
7.7.2　窒素ガス製造供給系
　窒素ガス製造供給系は，再処理施設で使用する窒素ガスの製造及び供給
を行う設計とする。

設置要求
化学薬品貯蔵供給設備（窒素ガス製造供給系）
（許可文中、第9.9-1表）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設ごとの設計上の考慮
1.8.7.7 化学薬品貯蔵供給設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.7 化学
薬品貯蔵供給設備】
化学薬品貯蔵供給設備の構成及び設計

- - - - -

12-9
7.7.3　酸素ガス製造供給系
　酸素ガス製造供給系は，再処理施設で使用する酸素ガスの製造及び供給
を行う設計とする。

設置要求
化学薬品貯蔵供給設備（酸素ガス製造供給系）
（許可文中、第9.9-1表）

基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設ごとの設計上の考慮
1.8.7.7 化学薬品貯蔵供給設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.7 化学
薬品貯蔵供給設備】
化学薬品貯蔵供給設備の構成及び設計

- - - - -

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十六条 安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））

別紙2-2

12-1

7.7　化学薬品貯蔵供給設備
化学薬品貯蔵供給設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章
共通項目の「3. 自然現象等」，「5. 火災等による損傷の防止」，「7.
再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」及び「9. 設
備に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 - -

12-2
　化学薬品貯蔵供給設備は，化学薬品貯蔵供給系，窒素ガス製造供給系及
び酸素ガス製造供給系で構成する。

設置要求
化学薬品貯蔵供給設備（化学薬品貯蔵供給系）
（許可文中、第9.9-1表、第9.9-1図）

基本方針

12-3
7.7.1　化学薬品貯蔵供給系
　化学薬品貯蔵供給系は，化学薬品を貯蔵あるいは移送する貯槽，機器及
び配管並びにそれに付随する計器で構成する。

設置要求
化学薬品貯蔵供給設備（化学薬品貯蔵供給系）
（許可文中、第9.9-1表、第9.9-1図）

基本方針

12-4
　化学薬品貯蔵供給系は，再処理施設で使用する化学薬品の受入れ，貯
蔵，調整及び供給を行う設計とする。

設置要求
化学薬品貯蔵供給設備（化学薬品貯蔵供給系）
（許可文中、第9.9-1表、第9.9-1図）

基本方針

12-5

　化学薬品貯蔵供給系で取り扱う化学薬品は，硝酸，水酸化ナトリウム，
TBP，n－ドデカン，硝酸ヒドラジン，硝酸ヒドロキシルアミン，炭酸ナト
リウム，NOxであり，これらは受入れ貯槽及び移送設備から使用する各施
設に移送する設計とする。

設置要求
化学薬品貯蔵供給設備（化学薬品貯蔵供給系）
（許可文中、第9.9-1表、第9.9-1図）

基本方針

12-6
　なお，NOxについては放射性廃棄物の廃棄施設の気体廃棄物の廃棄施設
の塔槽類廃ガス処理設備のウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備において
廃ガスから回収し，移送する設計とする。

設置要求
化学薬品貯蔵供給設備（化学薬品貯蔵供給系）
（許可文中、第9.9-1表、第9.9-1図）

基本方針

12-7
　試薬建屋の化学薬品貯蔵供給系は，化学薬品が漏えいしたとしても，建
屋外部への漏えいの拡大を防止できる設計とする。

設置要求
化学薬品貯蔵供給設備（化学薬品貯蔵供給系）
（許可文中、第9.9-1表、第9.9-1図）

基本方針

12-8
7.7.2　窒素ガス製造供給系
　窒素ガス製造供給系は，再処理施設で使用する窒素ガスの製造及び供給
を行う設計とする。

設置要求
化学薬品貯蔵供給設備（窒素ガス製造供給系）
（許可文中、第9.9-1表）

基本方針

12-9
7.7.3　酸素ガス製造供給系
　酸素ガス製造供給系は，再処理施設で使用する酸素ガスの製造及び供給
を行う設計とする。

設置要求
化学薬品貯蔵供給設備（酸素ガス製造供給系）
（許可文中、第9.9-1表）

基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

〇 - - - - - - -

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設ごとの設計上の考慮
1.8.7.7 化学薬品貯蔵供給設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.7 化学
薬品貯蔵供給設備】
化学薬品貯蔵供給設備の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設ごとの設計上の考慮
1.8.7.7 化学薬品貯蔵供給設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.7 化学
薬品貯蔵供給設備】
化学薬品貯蔵供給設備の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設ごとの設計上の考慮
1.8.7.7 化学薬品貯蔵供給設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.7 化学
薬品貯蔵供給設備】
化学薬品貯蔵供給設備の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設ごとの設計上の考慮
1.8.7.7 化学薬品貯蔵供給設備
設備の一部を変更する

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.7 化学
薬品貯蔵供給設備】
化学薬品貯蔵供給設備の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設ごとの設計上の考慮
1.8.7.7 化学薬品貯蔵供給設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.7 化学
薬品貯蔵供給設備】
化学薬品貯蔵供給設備の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設ごとの設計上の考慮
1.8.7.7 化学薬品貯蔵供給設備
設備の一部を変更する

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.7 化学
薬品貯蔵供給設備】
化学薬品貯蔵供給設備の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設ごとの設計上の考慮
1.8.7.7 化学薬品貯蔵供給設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.7 化学
薬品貯蔵供給設備】
化学薬品貯蔵供給設備の構成及び設計

〇 - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8 系統施設ごとの設計上の考慮
1.8.7.7 化学薬品貯蔵供給設備
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.7 化学
薬品貯蔵供給設備】
化学薬品貯蔵供給設備の構成及び設計

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
【2.1材料設計】
材料については，使用条件に対して，適切な機械
的強度及び化学的成分を有する材料を使用する設
計とすることを説明する。
【2.1(1)材料選定】
安全機能を有する施設の容器等は，取り扱う放射
性物質の濃度，腐食環境等の条件を考慮して定め
た「材料選定フロー」による指定材料等を使用す
る設計とすることを説明する。
【2.1(2)腐食代の設定】
安全機能を有する施設の容器等の容器及び管に使
用する材料の板厚は，腐食環境を考慮して腐食代
を設定することを説明する。

第１回

基本方針

＜容器等＞
・主要材料

＜主配管＞
・主要材料

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
2.1材料設計
(1)材料選定
(2)腐食代の設定

1

第１章　共通項目
9.　設備に対する要求
9.3　材料及び構造
9.3.1　材料及び構造
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備における材料及び構造に
あっては，安全機能を有する施設又は重大事故等対処設備に属するものの
うち以下のいずれかに該当するものを再処理施設の安全性を確保する上で
重要なもの（以下，安全機能を有する施設にあっては「安全機能を有する
施設の容器等」，重大事故等対処設備にあっては「重大事故等対処設備の
容器等」という。）として材料及び構造の対象とする。
a. その機能喪失によって放射性物質等による災害又は内部エネルギーの
解放による災害を及ぼすおそれがある機器区分（再処理第１種機器から再
処理第５種機器）に属する容器及び管
b. 公衆若しくは従事者の放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び放射
線障害を防止する機能を有する安全上重要な施設又は重大事故等対処設備
に属する容器及び管
c. 上記a又はbに接続するポンプ及び弁（安全上重要な施設又は重大事故
等対処設備を防護するために必要な緊急遮断弁を含む。）
d. 上記a，b又はcに直接溶接される支持構造物であり，その破損により当
該機器の損壊を生じさせるおそれのあるもの
e. 安全上重要な施設又は重大事故等対処設備に属する内燃機関
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等の材料及
び構造（主要な溶接部を含む。）は，施設時において，以下の通りとし，
その際，日本機械学会「発電用原子力設備規格　設計・建設規格」等に準
拠し設計する。

冒頭宣言
基本方針

基本方針

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
1.概要
2.材料及び構造設計の基本方針

【1.概要】
技術基準規則第十七条及び第三十七条に対する適
合性説明であることを説明する。
安全機能を有する施設のうち要求事項に変更がな
く，改造を実施しない機器については，今回の申
請において変更は行わないことを説明する。
【2.材料及び構造設計の基本方針】
材料及び構造の対象範囲について説明する。

〇 基本方針 －

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
1.概要
2.材料及び構造設計の基本方針

【1.概要】
技術基準規則第十七条及び第三十七条に対する適
合性説明であることを説明する。
安全機能を有する施設のうち要求事項に変更がな
く，改造を実施しない機器については，今回の申
請において変更は行わないことを説明する。
【2.材料及び構造設計の基本方針】
材料及び構造の対象範囲について説明する。

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

2

9.3.1.1　材料
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等のうち常
設のもの（以下「常設重大事故等対処設備の容器等」という。）は，第１
章　共通項目の「9.1　安全機能を有する施設」及び「9.2　重大事故等対
処設備」の要求事項を踏まえ，その使用される圧力，温度，荷重，腐食環
境その他の使用条件に対して，適切な機械的強度及び化学的成分を有する
材料を使用する設計とする。
重大事故等対処設備の容器等のうち可搬型のもの（以下「可搬型重大事故
等対処設備の容器等」という。）は，第１章　共通項目の「9.2　重大事
故等対処設備」の要求事項を踏まえ，その使用される圧力，温度，荷重そ
の他の使用条件に対して，日本産業規格等に適合した適切な機械的強度及
び化学的成分を有する材料を使用する設計とする。

機能要求②

安全機能を有する施設の容器等，常設重大事故等
対処設備の容器等及び可搬型重大事故等対処設備
の容器等
・使用済燃料受入れ設備
・使用済燃料貯蔵設備
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系（前処理
建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
・酸回収設備
・溶媒回収設備
・計測制御設備
・制御室換気設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・代替注水設備
・スプレイ設備
・制御室（重大事故等対処設備）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液貯蔵設備
・低レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・低レベル固体廃棄物処理設備
・電気設備
・圧縮空気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・水供給設備
・冷却水設備
・代替安全冷却水系
・蒸気供給設備
・分析設備
・化学薬品貯蔵供給設備
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系（精製建
屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備
・放水設備
・抑制設備

基本方針
設計方針

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
2.1材料設計
(1)材料選定
(2)腐食代の設定

Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び構造に関す
る設計方針

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
【2.1材料設計】
材料については，使用条件に対して，適切な機械
的強度及び化学的成分を有する材料を使用する設
計とすることを説明する。
【2.1(1)材料選定】
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対
処設備の容器等は，取り扱う放射性物質の濃度，
腐食環境等の条件を考慮して定めた「材料選定フ
ロー」による指定材料等を使用する設計とするこ
とを説明する。
「材料選定フロー」によらない場合として個別機
器に係る材料選定理由等を説明する。
【2.1(2)腐食代の設定】
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対
処設備の容器等の容器及び管に使用する材料の板
厚は，腐食環境を考慮して腐食代を設定すること
を説明する。
また，腐食代設定方針によらない場合として個別
機器に係る腐食代の設定の考え方を説明する。
なお，重大事故等対処設備の容器等の容器及び管
であって，常時腐食性流体に接液しないものに使
用する材料の板厚は，重大事故等時における腐食
環境を考慮してもその影響は十分小さいため腐食
代は設定しないことを説明する。

【Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び構造に関
する設計方針】
改造を実施する安全機能を有する施設の容器等及
び新たに設置する常設重大事故等対処設備の容器
等の容器及び管が準拠する細目の設計方針につい
ては，「構造等に関する設計方針」として今回新
たに定める。

〇
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙２

1

第１章　共通項目
9.　設備に対する要求
9.3　材料及び構造
9.3.1　材料及び構造
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備における材料及び構造に
あっては，安全機能を有する施設又は重大事故等対処設備に属するものの
うち以下のいずれかに該当するものを再処理施設の安全性を確保する上で
重要なもの（以下，安全機能を有する施設にあっては「安全機能を有する
施設の容器等」，重大事故等対処設備にあっては「重大事故等対処設備の
容器等」という。）として材料及び構造の対象とする。
a. その機能喪失によって放射性物質等による災害又は内部エネルギーの
解放による災害を及ぼすおそれがある機器区分（再処理第１種機器から再
処理第５種機器）に属する容器及び管
b. 公衆若しくは従事者の放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び放射
線障害を防止する機能を有する安全上重要な施設又は重大事故等対処設備
に属する容器及び管
c. 上記a又はbに接続するポンプ及び弁（安全上重要な施設又は重大事故
等対処設備を防護するために必要な緊急遮断弁を含む。）
d. 上記a，b又はcに直接溶接される支持構造物であり，その破損により当
該機器の損壊を生じさせるおそれのあるもの
e. 安全上重要な施設又は重大事故等対処設備に属する内燃機関
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等の材料及
び構造（主要な溶接部を含む。）は，施設時において，以下の通りとし，
その際，日本機械学会「発電用原子力設備規格　設計・建設規格」等に準
拠し設計する。

冒頭宣言

項目
番号

基本設計方針 要求種別

2

9.3.1.1　材料
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等のうち常
設のもの（以下「常設重大事故等対処設備の容器等」という。）は，第１
章　共通項目の「9.1　安全機能を有する施設」及び「9.2　重大事故等対
処設備」の要求事項を踏まえ，その使用される圧力，温度，荷重，腐食環
境その他の使用条件に対して，適切な機械的強度及び化学的成分を有する
材料を使用する設計とする。
重大事故等対処設備の容器等のうち可搬型のもの（以下「可搬型重大事故
等対処設備の容器等」という。）は，第１章　共通項目の「9.2　重大事
故等対処設備」の要求事項を踏まえ，その使用される圧力，温度，荷重そ
の他の使用条件に対して，日本産業規格等に適合した適切な機械的強度及
び化学的成分を有する材料を使用する設計とする。

機能要求②

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
【2.1材料設計】
材料については，使用条件に対して，適切な機械
的強度及び化学的成分を有する材料を使用する設
計とすることを説明する。
【2.1(1)材料選定】
重大事故等対処設備の容器等は，取り扱う放射性
物質の濃度，腐食環境等の条件を考慮して定めた
「材料選定フロー」による指定材料等を使用する
設計とすることを説明する。
「材料選定フロー」によらない場合として個別機
器に係る材料選定理由等を説明する。
【2.1(2)腐食代の設定】
重大事故等対処設備の容器等の容器及び管に使用
する材料の板厚は，腐食環境を考慮して腐食代を
設定することを説明する。
また，腐食代設定方針によらない場合として個別
機器に係る腐食代の設定の考え方を説明する。
なお，重大事故等対処設備の容器等の容器及び管
であって，常時腐食性流体に接液しないものに使
用する材料の板厚は，重大事故等時における腐食
環境を考慮してもその影響は十分小さいため腐食
代は設定しないことを説明する。
【Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び構造に関
する設計方針】
今回新たに評価を実施する安全機能を有する施設
の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の
容器及び管が準拠する細目の設計方針について
は，「Ⅱ構造等に関する設計方針」として今回新
たに定める。

〇

・代替注水設備
・スプレイ設備
・制御室（重大事故等対処設備）
・放水設備

・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系（前処理
建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
・酸回収設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・制御室（重大事故等対処設備）
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・一般圧縮空気系
・安全圧縮空気系
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・水供給設備
・安全冷却水系
・代替安全冷却水系
・分析設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系（精製建
屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備
・放水設備
・抑制設備

－ －

＜容器等＞
・主要材料

＜主配管＞
・主要材料

第２回

－ － －
Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
2.材料及び構造に関する設計の基本方針

【2.材料及び構造設計の基本方針】
材料及び構造の対象範囲について説明する。

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
2.1材料設計
(1)材料選定
(2)腐食代の設定

Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び構造に関す
る設計方針

〇 基本方針基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

3

9.3.1.2　構造
9.3.1.2.1　安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備
の容器等
(1)　容器及び管
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容
器及び管（ダクトは除く。）は，第１章　共通項目の「9.1　安全機能を
有する施設」及び「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，設
計上定めた最高使用圧力，最高使用温度及び機械的荷重が負荷されている
状態（以下「設計条件」という。）において，全体的な変形を弾性域に抑
える及び座屈が生じない設計とする。
常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発の影響を受ける容器及び
管は，設計条件を超える水素爆発等の衝撃荷重が負荷される状態におい
て，経路の破断や開口に至る塑性変形が生じない設計とする。

機能要求②

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故
等対処設備の容器等（ダクトは除く。）
・使用済燃料受入れ設備
・使用済燃料貯蔵設備
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系（前処理
建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
・酸回収設備
・溶媒回収設備
・計測制御設備
・制御室換気設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液貯蔵設備
・低レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・低レベル固体廃棄物処理設備
・電気設備
・圧縮空気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・冷却水設備
・代替安全冷却水系
・蒸気供給設備
・分析設備
・化学薬品貯蔵供給設備
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系（精製建
屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備

〇 基本方針

＜容器等＞
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料

＜主配管＞
・最高使用圧力
・最高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常設
重大事故等対処設備の容器等】
【2.2.1(1)容器及び管】
容器及び管の構造として，各使用条件における各
制限事項に関する性能水準について説明する。
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故
等対処設備の容器等の容器及び管の構造設計に
あっては，JSME設計・建設規格のクラス３機器の
規定等を基本とした公式による評価によることを
説明する。
公式による評価によらない場合にあっては，解析
による評価によることを説明する。
また，常設重大事故等対処設備の容器等のうち緊
急時対策建屋加圧ユニットは，設計時に準拠した
高圧ガス保安法の規定が技術基準規則第三十七条
に照らして十分な保安水準の確保が達成できる技
術的根拠があることを説明する。
a.技術基準規則第三十七条第１項第１号及び第２
号の要求事項
技術基準規則第三十七条の要求事項として，材料
及び構造，主要な溶接部について説明する。
b.技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の規
定の比較
技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の材料
及び構造の規定の水準は同等であることから，緊
急時対策建屋加圧ユニットは高圧ガス保安法に適
合したものを使用する設計とすることを説明す
る。
Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び構造に関す
る設計方針
改造を実施する安全機能を有する施設の容器等及
び新たに設置する常設重大事故等対処設備の容器
等の容器及び管が準拠する細目の設計方針につい
ては，「構造等に関する設計方針」として今回新
たに定める。
Ⅴ－１－２ 強度評価方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基
本方針」に基づく評価方針であることを説明す
る。
【2.強度評価方針】
【2.1強度評価手法の選定】
(公式による評価)
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対
処設備の容器等の容器及び管の構造設計にあって
は，公式による評価を適用し，準拠規格に基づ
き，設計条件に対して許容引張応力S値を基準と
した厚さ計算等による評価を実施すること説明す
る。
また，設計過渡条件に対して設計引張強さSu値を
基準とした厚さ計算等による評価を実施すること
を説明する。
公式による評価の実施にあっては，条件変更の有
無を整理した上で既設工認引用又は新たに強度評
価を実施することを説明する。
弱圧の容器に関する取扱いについて説明する。
（個別機器に係る方針）
また，ジルコニウム／ステンレス鋼の接続にあっ
ては，異材継手を使用する設計とすることを説明
する。（個別機器に係る方針）
(解析による評価)
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故
等対処設備の容器等の容器及び管の構造設計に
あって，公式による評価によらない場合は解析に
よる評価を適用し，ASMEに基づき，設計条件に対
して許容引張応力S値を基準とした応力評価を実
施することを説明する。
また，設計過渡条件に対して設計引張強さSu値を
基準とした応力評価を実施することを説明する。
解析による評価を実施にあっては，条件変更の有
無を整理した上で既設工認引用又は新たに強度評
価を実施することを説明する。
【2.2強度評価フロー】
(1)公式による評価
公式による評価は，評価式を選定した上で，その
評価に用いる圧力荷重，許容限界を設定し，それ
らを用いて算出された必要厚さに対して最小厚さ
が上回っていることを確認する評価方針であるこ
とを説明する。
(2)解析による評価
解析による評価は，解析モデルを設定した上で，
その評価に用いる圧力荷重，許容限界を設定し，
応力を算出し，算出された応力力が設定した許容
限界以下であることを確認する評価方針であるこ
とを説明する。
Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の基本方針
Ⅴ－１－３－１　評価条件整理表及び評価項目整
理表作成の基本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく強度評価
書作成の基本方針であることを説明する。
【2.強度評価書作成の基本方針】
評価を実施するにあたって，評価条件等を整理
し，強度評価書の作成区分について整理する。
【3.評価条件整理表】
評価条件整理表にて整理する項目について説明す
る。
【4.評価項目整理表】
評価項目整理表にて整理する項目について説明す
る。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故
等対処設備の容器等のうちダクト
・制御室換気設備
・換気設備
・代替換気設備

基本方針
設計方針

〇

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常設重
大事故等対処設備の容器等
(1)容器及び管
a.技術基準規則第三十七条第１項第１号及び第２
号の要求事項
b.技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の規
定の比較

Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び構造に関す
る設計方針

Ⅴ－１－２ 強度評価方針
1.概要
2.強度評価方針
2.1強度評価手法の選定
(公式による評価)
(解析による評価)
(完成品に対する評価)
2.2強度評価フロー
(1)公式による評価
(2)解析による評価

Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の基本方針
Ⅴ－１－３－１　評価条件整理表及び評価項目整
理表作成の基本方針
1.概要
2.強度評価書作成の基本方針
3.評価条件整理表
4.評価項目整理表

Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成の基
本方針
1.概要
2.規格計算式の選定
2.1容器に関する規格計算式等
2.2管に関する規格計算式等
3.荷重の設定
4.許容限界の設定
5.公式による強度評価書のフォーマット

　

　

　

　

基本方針

＜主配管＞
・最高使用圧力
・最高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常設重
大事故等対処設備の容器等
(1)容器及び管

Ⅴ－１－２ 強度評価方針
1.概要
2.強度評価方針
2.1強度評価手法の選定
(公式による評価)
(解析による評価)
2.2強度評価フロー
(1)公式による評価
(2)解析による評価

Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の基本方針
Ⅴ－１－３－１　評価条件整理表及び評価項目整
理表作成の基本方針
1.概要
2.強度評価書作成の基本方針
3.評価条件整理表
4.評価項目整理表

Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整理表
1.概要
2.評価条件整理表

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常設
重大事故等対処設備の容器等】
【2.2.1(1)容器及び管】
容器及び管の構造として，各使用条件における各
制限事項に関する性能水準について説明する。
安全機能を有する施設の容器等の容器及び管の構
造設計にあっては，JSME設計・建設規格のクラス
３機器の規定等を基本とした公式による評価によ
ることを説明する。
公式による評価によらない場合にあっては，解析
による評価によることを説明する。

Ⅴ－１－２ 強度評価方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基
本方針」に基づく評価方針であることを説明す
る。
【2.強度評価方針】
【2.1強度評価手法の選定】
(公式による評価)
安全機能を有する施設の容器等の容器及び管の構
造設計にあっては，公式による評価を適用し，準
拠規格に基づき，設計条件に対して許容引張応力
S値を基準とした厚さ計算等による評価を実施す
ること説明する。公式による評価の実施にあって
は，条件変更の有無を整理した上で既設工認引用
又は新たに強度評価を実施することを説明する。
(解析による評価)
安全機能を有する施設の容器等の容器及び管の構
造設計にあって，公式による評価によらない場合
は解析による評価を適用し，ASMEに基づき，設計
条件に対して許容引張応力S値を基準とした応力
評価を実施することを説明する。
また，設計過渡条件に対して設計引張強さSu値を
基準とした応力評価を実施することを説明する。
解析による評価の実施にあっては，条件変更の有
無を整理した上で既設工認引用又は新たに強度評
価を実施することを説明する。

【2.2強度評価フロー】
(1)公式による評価
公式による評価は，評価式を選定した上で，その
評価に用いる圧力荷重，許容限界を設定し，それ
らを用いて算出された必要厚さに対して最小厚さ
が上回っていることを確認する評価方針であるこ
とを説明する。
(2)解析による評価
解析による評価は，解析モデルを設定した上で，
その評価に用いる圧力荷重，許容限界を設定し，
応力を算出し，算出された応力力が設定した許容
限界以下であることを確認する評価方針であるこ
とを説明する。

 
　

　

　

　

基本方針
設計方針
評価方法

評価

4
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等のダ
クトは，設計条件において，延性破断に至る塑性変形を生じない設計とす
る。

機能要求②

465



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

3

9.3.1.2　構造
9.3.1.2.1　安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備
の容器等
(1)　容器及び管
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容
器及び管（ダクトは除く。）は，第１章　共通項目の「9.1　安全機能を
有する施設」及び「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，設
計上定めた最高使用圧力，最高使用温度及び機械的荷重が負荷されている
状態（以下「設計条件」という。）において，全体的な変形を弾性域に抑
える及び座屈が生じない設計とする。
常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発の影響を受ける容器及び
管は，設計条件を超える水素爆発等の衝撃荷重が負荷される状態におい
て，経路の破断や開口に至る塑性変形が生じない設計とする。

機能要求②

4
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等のダ
クトは，設計条件において，延性破断に至る塑性変形を生じない設計とす
る。

機能要求②

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

－〇

・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系（前処理
建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
・酸回収設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・一般圧縮空気系
・安全圧縮空気系
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・安全冷却水系
・代替安全冷却水系
・分析設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系（精製建
屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備

－ －

＜容器等＞
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料

＜主配管＞
・最高使用圧力
・最高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常設
重大事故等対処設備の容器等】
【2.2.1(1)容器及び管】
常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の
構造設計にあっては，JSME設計・建設規格のクラ
ス３機器の規定等を基本とした公式による評価に
よることを説明する。
また，常設重大事故等対処設備の容器等のうち緊
急時対策建屋加圧ユニットは，設計時に準拠した
高圧ガス保安法の規定が技術基準規則第三十七条
に照らして十分な保安水準の確保が達成できる技
術的根拠があることを説明する。

a.技術基準規則第三十七条第１項第１号及び第２
号の要求事項
技術基準規則第三十七条の要求事項として，材料
及び構造，主要な溶接部について説明する。
b.技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の規
定の比較
技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の材料
及び構造の規定の水準は同等であることから，緊
急時対策建屋加圧ユニットは高圧ガス保安法に適
合したものを使用する設計とすることを説明す
る。

【Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び構造に関
する設計方針】
改造を実施する安全機能を有する施設の容器等及
び新たに設置する常設重大事故等対処設備の容器
等の容器及び管が準拠する細目の設計方針につい
ては，「構造等に関する設計方針」として今回新
たに定める。

Ⅴ－１－２ 強度評価方針
【2.強度評価方針】
【2.1強度評価手法の選定】
(公式による評価)
重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の構造
設計にあっては，公式による評価を適用し，準拠
規格に基づき，設計条件に対して許容引張応力S
値を基準とした厚さ計算等による評価を実施する
こと説明する。
また，設計過渡条件に対して設計引張強さSu値を
基準とした厚さ計算等による評価を実施すること
を説明する。
弱圧の容器に関する取扱いについて説明する。
（個別機器に係る方針）
また，ジルコニウム／ステンレス鋼の接続にあっ
ては，異材継手を使用する設計とすることを説明
する。（個別機器に係る方針）

(解析による評価)
常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の
構造設計にあって，公式による評価によらない場
合は解析による評価を適用し，ASMEに基づき，設
計条件に対して許容引張応力S値を基準とした応
力評価を実施することを説明する。
また，設計過渡条件に対して設計引張強さSu値を
基準とした応力評価を実施することを説明する。

【2.2強度評価フロー】
(1)公式による評価
公式による評価は，評価式を選定した上で，その
評価に用いる圧力荷重，許容限界を設定し，それ
らを用いて算出された必要厚さに対して最小厚さ
が上回っていることを確認する評価方針であるこ
とを説明する。
(2)解析による評価
解析による評価は，解析モデルを設定した上で，
その評価に用いる圧力荷重，許容限界を設定し，
応力を算出し，算出された応力力が設定した許容
限界以下であることを確認する評価方針であるこ
とを説明する。

Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の基本方針
Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成の基
本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく公式によ
る強度評価書作成の基本方針であることを説明す
る。
【2.規格計算式の選定】
容器の公式による評価における評価部位毎の規格
計算式等について説明する。
【2.1容器に関する規格計算式等】
容器の評価部位毎の規格計算式等について説明す
る。
【2.2管に関する規格計算式等】
管の評価部位毎の規格計算式等について説明す
る。
【3.荷重の設定】
荷重の設定として，安全機能を有する施設又は重
大事故等対処設備としての圧力による荷重とし
て，仕様表における最高使用圧力を考慮すること
を説明する。
【4.許容限界の設定】
許容限界の設定として，設計条件に対しては許容
引張応力S値基準の許容限界，設計過渡条件に対
しては設計引張強さSu値を許容限界として設定す
ることを説明する。
【5.公式による強度評価書のフォーマット】
公式による強度評価書のフォーマットを示す。

　

　

　

　

　

　

　

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常設重
大事故等対処設備の容器等
(1)容器及び管
a.技術基準規則第三十七条第１項第１号及び第２
号の要求事項
b.技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の規
定の比較

Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び構造に関す
る設計方針

Ⅴ－１－２ 強度評価方針
2.強度評価方針
2.1強度評価手法の選定
(公式による評価)
(解析による評価)
2.2強度評価フロー
(1)公式による評価
(2)解析による評価

Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の基本方針
Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成の基
本方針
1.概要
2.規格計算式の選定
2.1容器に関する規格計算式等
2.2管に関する規格計算式等
3.荷重の設定
4.許容限界の設定
5.公式による強度評価書のフォーマット

　

　

　

　

－

＜主配管＞
・最高使用圧力
・最高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料

〇 ・制御室換気設備
・換気設備
・代替換気設備

－
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

　

　 　

 

　

 
　

　

Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成の基
本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく公式によ
る強度評価書作成の基本方針であることを説明す
る。
【2.規格計算式の選定】
容器の公式による評価における評価部位毎の規格
計算式等について説明する。
【2.1容器に関する規格計算式等】
容器の評価部位毎の規格計算式等について説明す
る。
【2.2管に関する規格計算式等】
管の評価部位毎の規格計算式等について説明す
る。
【3.荷重の設定】
荷重の設定として，安全機能を有する施設又は重
大事故等対処設備としての圧力による荷重とし
て，仕様表における最高使用圧力を考慮すること
を説明する。
【4.許容限界の設定】
許容限界の設定として，設計条件に対しては許容
引張応力S値基準の許容限界，設計過渡条件に対
しては設計引張強さSu値を許容限界として設定す
ることを説明する。
【5.公式による強度評価書のフォーマット】
公式による強度評価書のフォーマットを示す。
Ⅴ－１－３－３　解析による強度評価書作成の基
本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく解析によ
る強度評価書作成の基本方針であることを説明す
る。
【2.解析モデルの選定】
解析モデルの選定として，以下のとおり説明す
る。
・応力解析は有限要素法を用いて実施，強度評価
上厳しくなる不連続部を選定
・解析モデルの設定条件：形状及び寸法(仕様
表，構造図等)等
・使用する解析プログラムの設定
【3.荷重の設定】
荷重の設定として，安全機能を有する施設又は重
大事故等対処設備としての圧力による荷重とし
て，仕様表における最高使用圧力を考慮すること
を説明する。
【4.許容限界の設定】
許容限界の設定として，設計条件に対しては許容
引張応力S値基準の許容限界，設計過渡条件に対
しては設計引張強さSu値を許容限界として設定す
ることを説明する。
【5.応力強さの計算】
応力強さの計算として，以下のとおり説明する。
・応力強さの算出方法を設定の考え方
・算出された応力値が設定した許容限界を満足し
ていることを確認
【6.解析による強度評価書フォーマット】
解析による強度評価書のフォーマットを示す。
Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整理表
【1.概要】
「Ⅴ－１－３　強度評価書作成の基本方針」に基
づく評価条件整理表及び強度評価整理表を示すこ
とを説明する。
【2.評価条件整理表】
強度評価対象設備における評価条件等の整理結果
について説明する。
【3.評価項目整理表】
強度評価対象設備における評価項目の整理結果に
ついて説明する。
Ⅴ－２－２　公式による強度評価書
【1.概要】
「Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成の
基本方針」に基づく強度評価結果であることを説
明する。
【2.容器の公式による強度評価結果】
公式による強度評価書のフォーマットに従い，使
用条件に対して十分な強度を有することを確認し
た強度評価結果を示す。
【3.管の公式による強度評価結果】
公式による強度評価書のフォーマットに従い，使
用条件に対して十分な強度を有することを確認し
た強度評価結果を示す。
Ⅴ－２－３　解析による強度評価書
【1.概要】
「Ⅴ－１－３－３　解析による強度評価書作成の
基本方針」に基づく強度評価結果であることを説
明する。
【2.解析による強度評価結果】
解析による強度評価書のフォーマットに従い，使
用条件に対して十分な強度を有することを確認し
た強度評価結果を示す。

5
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の伸
縮継手は，設計条件で応力が繰り返し加わる場合において，疲労破壊が生
じない設計とする。

評価要求

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故
等対処設備の容器等の伸縮継手
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備
・低レベル固体廃棄物処理設備
・高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

基本方針
設計方針
評価方法

評価

　

　 　

 

 
　

　

Ⅴ－１－３－３　解析による強度評価書作成の基
本方針
1.概要
2.解析モデルの選定
3.荷重の設定
4.許容限界の設定
5.応力強さの計算
6.解析による強度評価書フォーマット

Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整理表
1.概要
2.評価条件整理表
3.評価項目整理表

Ⅴ－２－２　公式による強度評価書
1.概要
2.容器の公式による強度評価結果
3.管の公式による強度評価結果

Ⅴ－２－３　解析による強度評価書
1.概要
2.解析による強度評価結果

〇 基本方針

　

 

 
　

　

　

 

　

Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の基本方針
Ⅴ－１－３－１　評価条件整理表及び評価項目整
理表作成の基本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく強度評価
書作成の基本方針であることを説明する。
【2.強度評価書作成の基本方針】
評価を実施するにあたって，評価条件等を整理
し，強度評価書の作成区分について整理する。
【3.評価条件整理表】
評価条件整理表にて整理する項目について説明す
る。
【4.評価項目整理表】
評価項目整理表にて整理する項目について説明す
る。

Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整理表
【1.概要】
「Ⅴ－１－３　強度評価書作成の基本方針」に基
づく評価条件整理表及び強度評価整理表を示すこ
とを説明する。
【2.評価条件整理表】
強度評価対象設備における評価条件等の整理結果
について説明する。

－
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

5
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の伸
縮継手は，設計条件で応力が繰り返し加わる場合において，疲労破壊が生
じない設計とする。

評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

・高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 － － －

　

　 　

 

 
　

　

Ⅴ－１－３－３　解析による強度評価書作成の基
本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく解析によ
る強度評価書作成の基本方針であることを説明す
る。
【2.解析モデルの選定】
解析モデルの選定として，以下のとおり説明す
る。
・応力解析は有限要素法を用いて実施，強度評価
上厳しくなる不連続部を選定
・解析モデルの設定条件：形状及び寸法(仕様
表，構造図等)等
・使用する解析プログラムの設定
【3.荷重の設定】
荷重の設定として，安全機能を有する施設又は重
大事故等対処設備としての圧力による荷重とし
て，仕様表における最高使用圧力を考慮すること
を説明する。
【4.許容限界の設定】
許容限界の設定として，設計条件に対しては許容
引張応力S値基準の許容限界，設計過渡条件に対
しては設計引張強さSu値を許容限界として設定す
ることを説明する。
【5.応力強さの計算】
応力強さの計算として，以下のとおり説明する。
・応力強さの算出方法を設定の考え方
・算出された応力値が設定した許容限界を満足し
ていることを確認
【6.解析による強度評価書フォーマット】
解析による強度評価書のフォーマットを示す。

Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整理表
【2.評価条件整理表】
強度評価対象設備における評価条件等の整理結果
について説明する。
【3.評価項目整理表】
強度評価対象設備における評価項目の整理結果に
ついて説明する。

Ⅴ－２－２　公式による強度評価書
【1.概要】
「Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成の
基本方針」に基づく強度評価結果であることを説
明する。
【2.容器の公式による強度評価結果】
公式による強度評価書のフォーマットに従い，使
用条件に対して十分な強度を有することを確認し
た強度評価結果を示す。
【3.管の公式による強度評価結果】
公式による強度評価書のフォーマットに従い，使
用条件に対して十分な強度を有することを確認し
た強度評価結果を示す。

Ⅴ－２－３　解析による強度評価書
【1.概要】
「Ⅴ－１－３－３　解析による強度評価書作成の
基本方針」に基づく強度評価結果であることを説
明する。
【2.解析による強度評価結果】
解析による強度評価書のフォーマットに従い，使
用条件に対して十分な強度を有することを確認し
た強度評価結果を示す。

　

　 　

 

 
　

Ⅴ－１－３－３　解析による強度評価書作成の基
本方針
1.概要
2.解析モデルの選定
3.荷重の設定
4.許容限界の設定
5.応力強さの計算
6.解析による強度評価書フォーマット

Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整理表
2.評価条件整理表
3.評価項目整理表

Ⅴ－２－２　公式による強度評価書
1.概要
2.容器の公式による強度評価結果
3.管の公式による強度評価結果

Ⅴ－２－３　解析による強度評価書
1.概要
2.解析による強度評価結果

〇 －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

6

(2)　ポンプ及び弁並びに内燃機関
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等のポ
ンプ及び弁並びに内燃機関は，設計条件において，全体的な変形を弾性域
に抑える及び座屈が生じない設計とする。

評価要求

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故
等対処設備の容器等のポンプ及び弁並びに内燃機
関
・使用済燃料貯蔵設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・プルトニウム精製設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
・酸回収設備
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・電気設備
・圧縮空気設備
・冷却水設備
・蒸気供給設備
・分析設備
・放水設備
・水供給設備
・緊急時対策建屋換気設備
・緊急時対策建屋電源設備

基本方針
設計方針

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常設重
大事故等対処設備の容器等
(2)ポンプ及び弁並びに内燃機関
(3)支持構造物

【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常設
重大事故等対処設備の容器等】
【2.2.1(2)ポンプ及び弁並びに内燃機関】
安全機能を有する施設の容器等のポンプ及び弁並
びに内燃機関の構造として，各使用条件における
各制限事項に関する性能水準について説明する。
また，既認可構造等に関する設計方針及び構造等
に関する設計方針に掲げるものの他，以下のとお
り説明する。
・安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事
故等対処設備の容器等のポンプ及び弁の構造は，
日本産業規格，メーカ規格等の適切な規格に基づ
き設計・製作・検査が行われ，耐圧試験等により
十分な強度を有することを確認したものを使用す
る設計とすることを説明する。
・安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事
故等対処設備の容器等の内燃機関（燃料系を含
む。）の構造は，発電用火力設備に関する技術基
準を定める省令の規定を満足するものを使用する
設計とすることを説明する。

【2.2.1(3)支持構造物】
安全機能を有する施設の容器等の支持構造物の構
造として，各使用条件における各制限事項に関す
る性能水準について説明する。
また，安全機能を有する施設の容器等及び常設重
大事故対処設備の容器等の支持構造物は，計算方
法が耐震評価と同じであり，地震荷重が支配的で
あることから「Ⅳ 耐震性に関する説明書」によ
ることを説明する。

○ 基本方針

7

(3)　支持構造物
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の支
持構造物は，設計条件において，延性破断及び座屈が生じない設計とす
る。

評価要求

－

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故
等対処設備の容器等のうち支持構造物
・使用済燃料受入れ設備
・使用済燃料貯蔵設備
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系（前処理
建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
・酸回収設備
・溶媒回収設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液貯蔵設備
・低レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・低レベル固体廃棄物処理設備
・低レベル固体廃棄物処理設備貯蔵設備
・ディーゼル発電機
・一般圧縮空気系
・安全圧縮空気系
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・安全冷却水系
・代替安全冷却水系
・安全蒸気系
・分析設備
・化学薬品貯蔵供給系
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系（精製建
屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備

基本方針
設計方針

〇 基本方針

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常設重
大事故等対処設備の容器等
(2)ポンプ及び弁並びに内燃機関
(3)支持構造物

【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常設
重大事故等対処設備の容器等】
【2.2.1(2)ポンプ及び弁並びに内燃機関】
ポンプ及び弁並びに内燃機関の構造として，各使
用条件における各制限事項に関する性能水準につ
いて説明する。
また，既認可構造等に関する設計方針及び構造等
に関する設計方針に掲げるものの他，以下のとお
り説明する。
・安全機能を有する施設の容器等のポンプ及び弁
の構造は，日本産業規格，メーカ規格等の適切な
規格に基づき設計・製作・検査が行われ，耐圧試
験等により十分な強度を有することを確認したも
のを使用する設計とすることを説明する。
・安全機能を有する施設の容器等の内燃機関（燃
料系を含む。）の構造は，発電用火力設備に関す
る技術基準を定める省令の規定を満足するものを
使用する設計とすることを説明する。

【2.2.1(3)支持構造物】
支持構造物の構造として，各使用条件における各
制限事項に関する性能水準について説明する。
また，安全機能を有する施設の容器等の支持構造
物は，計算方法が耐震評価と同じであり，地震荷
重が支配的であることから「Ⅳ 耐震性に関する
説明書」によることを説明する。

－
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

6

(2)　ポンプ及び弁並びに内燃機関
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等のポ
ンプ及び弁並びに内燃機関は，設計条件において，全体的な変形を弾性域
に抑える及び座屈が生じない設計とする。

評価要求

7

(3)　支持構造物
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の支
持構造物は，設計条件において，延性破断及び座屈が生じない設計とす
る。

評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

―

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常設重
大事故等対処設備の容器等
(2)ポンプ及び弁並びに内燃機関
(3)支持構造物

【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常設
重大事故等対処設備の容器等】
【2.2.1(2)ポンプ及び弁並びに内燃機関】
常設重大事故等対処設備の容器等のポンプ及び弁
並びに内燃機関の構造として，各使用条件におけ
る各制限事項に関する性能水準について説明す
る。
また，既認可構造等に関する設計方針及び構造等
に関する設計方針に掲げるものの他，以下のとお
り説明する。
・常設重大事故等対処設備の容器等のポンプ及び
弁の構造は，日本産業規格，メーカ規格等の適切
な規格に基づき設計・製作・検査が行われ，耐圧
試験等により十分な強度を有することを確認した
ものを使用する設計とすることを説明する。
・常設重大事故等対処設備の容器等の内燃機関
（燃料系を含む。）の構造は，発電用火力設備に
関する技術基準を定める省令の規定を満足するも
のを使用する設計とすることを説明する。

【2.2.1(3)支持構造物】
常設重大事故等対処設備の容器等の支持構造物の
構造として，各使用条件における各制限事項に関
する性能水準について説明する。
また，常設重大事故対処設備の容器等の支持構造
物は，計算方法が耐震評価と同じであり，地震荷
重が支配的であることから「Ⅳ 耐震性に関する
説明書」によることを説明する。

―

・使用済燃料貯蔵設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・プルトニウム精製設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
・酸回収設備
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・電気設備
・圧縮空気設備
・冷却水設備
・蒸気供給設備
・分析設備
・放水設備
・水供給設備
・緊急時対策建屋換気設備
・緊急時対策建屋電源設備

－

・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系（前処理
建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
・酸回収設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・一般圧縮空気系
・安全圧縮空気系
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・安全冷却水系
・代替安全冷却水系
・分析設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系（精製建
屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備

－ － －

― ―

〇

○
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

－ － － － －

9.3.1.2.2　可搬型重大事故等対処設備の容器等
可搬型重大事故等対処設備の容器等（完成品は除く。）は，設計条件にお
いて，全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。

8

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.2可搬型重大事故等対処設備の容器等】
可搬型重大事故等対処設備の容器等の構造とし
て，各使用条件における各制限事項に関する性能
水準について説明する。
完成品を除く可搬型重大事故等対処設備の容器等
にあっては，JSME設計・建設規格のクラス３機器
の規定を基本とした公式による評価によることを
説明する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，
一般産業用工業品の規格及び基準への適合性を確
認することを説明する。
Ⅴ－１－２ 強度評価方針
【2.強度評価方針】
【2.1　強度評価手法の選定】
(公式による評価)
重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の構造
設計にあっては，公式による評価を適用し，準拠
規格に基づき，設計条件に対して許容引張応力S
値を基準とした厚さ計算等による評価を実施する
こと説明する。
また，設計過渡条件に対して設計引張強さSu値を
基準とした厚さ計算等による評価を実施すること
を説明する。
(完成品に対する評価)
重大事故等対処設備の容器等の容器及び管のうち
完成品の構造は，完成品に対する評価を適用し，
完成品として一般産業用工業品の規格及び基準に
適合していることを確認することを説明する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等のポンプ及び
弁の構造は，完成品として一般産業用工業品の規
格及び基準に適合するものを使用する設計とする
ことを説明する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の内燃機関
（燃料系を含む。）の構造は，完成品として一般
産業用工業品の規格及び基準で規定される温度試
験等を実施し，定格負荷状態において十分な強度
を有するものを使用する設計とすることを説明す
る。
【2.2強度評価フロー】
(1)公式による評価
公式による評価は，評価式を選定した上で，その
評価に用いる圧力荷重，許容限界を設定し，それ
らを用いて算出された必要厚さに対して最小厚さ
が上回っていることを確認する評価方針であるこ
とを説明する。
(3)完成品に対する評価
完成品に対する評価は，使用目的／使用環境，機
器の使用材料，機器の使用条件，法令又は公的な
規格で定める試験結果等を整理したうえで，重大
事故等時の使用目的／使用環境，使用条件等が一
般産業用工業品の規格及び基準に適合しているこ
とを確認する評価方針であることを説明する。
Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の基本方針
Ⅴ－１－３－１　評価条件整理表及び評価項目整
理表作成の基本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく強度評価
書作成の基本方針であることを説明する。
【2.強度評価書作成の基本方針】
評価を実施するにあたって，評価条件等を整理
し，強度評価書の作成区分について整理する。
【3.評価条件整理表】
評価条件整理表にて整理する項目について説明す
る。
【4.評価項目整理表】
評価項目整理表にて整理する項目について説明す
る。
強度計算書及び強度評価書の作成の基本方針とし
て，評価条件整理表にて評価区分を整理した上
で，評価区分に応じた強度計算書及び強度評価書
を作成することを説明する。
Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成の基
本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく公式によ
る強度評価書作成の基本方針であることを説明す
る。
【2.規格計算式の選定】
容器の公式による評価における評価部位毎の規格
計算式等について説明する。
【2.1容器に関する規格計算式等】
容器の評価部位毎の規格計算式等について説明す
る。
【2.2管に関する規格計算式等】
管の評価部位毎の規格計算式等について説明す
る。
【3.荷重の設定】
荷重の設定として，安全機能を有する施設又は重
大事故等対処設備としての圧力による荷重とし
て，仕様表における最高使用圧力を考慮すること
を説明する。

　

　

　
　

　

　

　

　

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.2可搬型重大事故等対処設備の容器等

Ⅴ－１－２ 強度評価方針
2.強度評価方針
2.1　強度評価手法の選定
(公式による評価)
(完成品に対する評価)
2.2強度評価フロー
(1)公式による評価
(3)完成品に対する評価

Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の基本方針Ⅴ－１－
３－１　評価条件整理表及び評価項目整理表作成
の基本方針
1.概要
2.強度評価書作成の基本方針
3.評価条件整理表
4.評価項目整理表
Ⅴ－１－３－１　評価条件整理表及び評価項目整
理表作成の基本方針
1.概要
2.強度評価書作成の基本方針
3.評価条件整理表
4.評価項目整理表
Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成の基
本方針
1.概要
2.規格計算式の選定
2.1容器に関する規格計算式等
2.2管に関する規格計算式等
3.荷重の設定
4.許容限界の設定
5.公式による強度評価書のフォーマット

Ⅴ－１－３－４　完成品に対する強度評価書作成
の基本方針
1.概要
2.完成品の強度評価
2.1法令又は公的な規格への適合性確認
2.2メーカ規格及び基準への適合性確認
3.完成品に対する強度評価書のフォーマット

Ⅴ－２　強度評価書
Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整理表
2.評価条件整理表
3.評価項目整理表

　

　

基本方針
設計方針
評価方法

評価

可搬型重大事故等対処設備の容器等
・代替注水設備
・スプレイ設備
・制御室（重大事故等対処設備）
・代替換気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・水供給設備
・代替安全冷却水系
・補機駆動用燃料補給設備
・放水設備
・抑制設備

可搬型重大事故等対処設備に属する内燃機関
・代替電気設備
・代替安全冷却水系
・環境管理設備
・制御室(計測制御装置)
・計装設備
・代替モニタリング設備
・代替気象観測設備
・環境モニタリング用代替電源設備
・給水処理設備
・放出抑制設備
・緊急時対策建屋放射線計測設備

機能要求②
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

9.3.1.2.2　可搬型重大事故等対処設備の容器等
可搬型重大事故等対処設備の容器等（完成品は除く。）は，設計条件にお
いて，全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。

8

機能要求②

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○

・代替注水設備
・スプレイ設備
・制御室（重大事故等対処設備）
・放水設備

・制御室（重大事故等対処設備）
・代替換気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・水供給設備
・代替安全冷却水系
・補機駆動用燃料補給設備
・放水設備
・抑制設備

－ －

＜容器等＞
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料

＜主配管＞
・最高使用圧力
・最高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.2可搬型重大事故等対処設備の容器等

Ⅴ－１－２ 強度評価方針
2.強度評価方針
2.1　強度評価手法の選定
(公式による評価)
(完成品に対する評価)
2.2強度評価フロー
(1)公式による評価
(3)完成品に対する評価

Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の基本方針Ⅴ－１－
３－１　評価条件整理表及び評価項目整理表作成
の基本方針
1.概要
2.強度評価書作成の基本方針
3.評価条件整理表
4.評価項目整理表
Ⅴ－１－３－１　評価条件整理表及び評価項目整
理表作成の基本方針
1.概要
2.強度評価書作成の基本方針
3.評価条件整理表
4.評価項目整理表
Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成の基
本方針
1.概要
2.規格計算式の選定
2.1容器に関する規格計算式等
2.2管に関する規格計算式等
3.荷重の設定
4.許容限界の設定
5.公式による強度評価書のフォーマット

Ⅴ－１－３－４　完成品に対する強度評価書作成
の基本方針
1.概要
2.完成品の強度評価
2.1法令又は公的な規格への適合性確認
2.2メーカ規格及び基準への適合性確認
3.完成品に対する強度評価書のフォーマット

Ⅴ－２　強度評価書
Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整理表
2.評価条件整理表
3.評価項目整理表

　

　

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.2可搬型重大事故等対処設備の容器等】
可搬型重大事故等対処設備の容器等の構造とし
て，各使用条件における各制限事項に関する性能
水準について説明する。
完成品を除く可搬型重大事故等対処設備の容器等
にあっては，JSME設計・建設規格のクラス３機器
の規定を基本とした公式による評価によることを
説明する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，
一般産業用工業品の規格及び基準への適合性を確
認することを説明する。
Ⅴ－１－２ 強度評価方針
【2.強度評価方針】
【2.1　強度評価手法の選定】
(公式による評価)
重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の構造
設計にあっては，公式による評価を適用し，準拠
規格に基づき，設計条件に対して許容引張応力S
値を基準とした厚さ計算等による評価を実施する
こと説明する。
また，設計過渡条件に対して設計引張強さSu値を
基準とした厚さ計算等による評価を実施すること
を説明する。
(完成品に対する評価)
重大事故等対処設備の容器等の容器及び管のうち
完成品の構造は，完成品に対する評価を適用し，
完成品として一般産業用工業品の規格及び基準に
適合していることを確認することを説明する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等のポンプ及び
弁の構造は，完成品として一般産業用工業品の規
格及び基準に適合するものを使用する設計とする
ことを説明する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の内燃機関
（燃料系を含む。）の構造は，完成品として一般
産業用工業品の規格及び基準で規定される温度試
験等を実施し，定格負荷状態において十分な強度
を有するものを使用する設計とすることを説明す
る。
【2.2強度評価フロー】
(1)公式による評価
公式による評価は，評価式を選定した上で，その
評価に用いる圧力荷重，許容限界を設定し，それ
らを用いて算出された必要厚さに対して最小厚さ
が上回っていることを確認する評価方針であるこ
とを説明する。
(3)完成品に対する評価
完成品に対する評価は，使用目的／使用環境，機
器の使用材料，機器の使用条件，法令又は公的な
規格で定める試験結果等を整理したうえで，重大
事故等時の使用目的／使用環境，使用条件等が一
般産業用工業品の規格及び基準に適合しているこ
とを確認する評価方針であることを説明する。
Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の基本方針
Ⅴ－１－３－１　評価条件整理表及び評価項目整
理表作成の基本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく強度評価
書作成の基本方針であることを説明する。
【2.強度評価書作成の基本方針】
評価を実施するにあたって，評価条件等を整理
し，強度評価書の作成区分について整理する。
【3.評価条件整理表】
評価条件整理表にて整理する項目について説明す
る。
【4.評価項目整理表】
評価項目整理表にて整理する項目について説明す
る。
強度計算書及び強度評価書の作成の基本方針とし
て，評価条件整理表にて評価区分を整理した上
で，評価区分に応じた強度計算書及び強度評価書
を作成することを説明する。
Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成の基
本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく公式によ
る強度評価書作成の基本方針であることを説明す
る。
【2.規格計算式の選定】
容器の公式による評価における評価部位毎の規格
計算式等について説明する。
【2.1容器に関する規格計算式等】
容器の評価部位毎の規格計算式等について説明す
る。
【2.2管に関する規格計算式等】
管の評価部位毎の規格計算式等について説明す
る。
【3.荷重の設定】
荷重の設定として，安全機能を有する施設又は重
大事故等対処設備としての圧力による荷重とし
て，仕様表における最高使用圧力を考慮すること
を説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

9

　

 

　

 
　

　

　

　

【4.許容限界の設定】
許容限界の設定として，設計条件に対しては許容
引張応力S値基準の許容限界，設計過渡条件に対
しては設計引張強さSu値を許容限界として設定す
ることを説明する。
【5.公式による強度評価書のフォーマット】
公式による強度評価書のフォーマットを示す。
Ⅴ－１－３－４　完成品に対する強度評価書作成
の基本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく完成品に
対する強度評価書作成の基本方針であることを説
明する。
【2.完成品の強度評価】
【2.1法令又は公的な規格への適合性確認】
法令又は公的な規格への適合性確認として，以下
の内容を確認することを説明する。
(a)対象とする機器の使用目的，使用環境と法令
又は公的な規格の使用目的，想定している使用環
境を比較し，準拠する規格及び基準が妥当である
こと
(b)法令又は公的な規格に基づく機器に適切な材
料が使用され，十分な強度を有する設計であるこ
と
【2.2メーカ規格及び基準への適合性確認】
メーカ規格及び基準への適合性確認として，以下
の内容を確認することを説明する。
(a)対象とする機器の使用目的，使用環境とメー
カ規格及び基準の使用目的，想定している使用環
境を比較し，準拠する規格及び基準が妥当である
こと
(b)メーカ規格及び基準に基づく機器に適切な材
料が使用され，十分な強度を有する設計であるこ
と
【3.完成品に対する強度評価書のフォーマット】
完成品に対する強度評価書のフォーマットを示
す。
Ⅴ－２　強度評価書
Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整理表
【2.評価条件整理表】
強度評価対象設備における評価条件等の整理結果
について説明する。
【3.評価項目整理表】
強度評価対象設備における評価項目の整理結果に
ついて説明する。
Ⅴ－２－２　公式による強度評価書
【1.概要】
「Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成の
基本方針」に基づく強度評価結果であることを説
明する。
【2.容器の公式による強度評価結果】
公式による強度評価書のフォーマットに従い，使
用条件に対して十分な強度を有することを確認し
た強度評価結果を示す。
【3.管の公式による強度評価結果】
公式による強度評価書のフォーマットに従い，使
用条件に対して十分な強度を有することを確認し
た強度評価結果を示す。
Ⅴ－２－４　完成品に対する強度評価書
【1.概要】
「Ⅴ－１－３－４　完成品に対する強度評価書作
成の基本方針」に基づく強度評価結果であること
を説明する。
【2.完成品に対する強度評価結果】
完成品に対する強度評価書のフォーマットに従
い，使用条件に対して十分な強度を有することを
確認した強度評価結果を示す。

　

 

　

 
　

　

　

　

　
　

Ⅴ－２－２　公式による強度評価書
1.概要
2.容器の公式による強度評価結果
3.管の公式による強度評価結果

Ⅴ－２－４　完成品に対する強度評価書
1.概要
2.完成品に対する強度評価結果可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，消防法に基づく技術上の

規格等一般産業用工業品の規格及び基準に適合していることを確認し，使
用環境及び使用条件に対して，要求される強度を確保できる設計とする。
ただし，可搬型重大事故等対処設備の容器等のうち内燃機関は，完成品と
して一般産業用工業品の規格及び基準で規定される温度試験等を実施し，
定格負荷状態において，要求される強度を確保できる設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

9

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，消防法に基づく技術上の
規格等一般産業用工業品の規格及び基準に適合していることを確認し，使
用環境及び使用条件に対して，要求される強度を確保できる設計とする。
ただし，可搬型重大事故等対処設備の容器等のうち内燃機関は，完成品と
して一般産業用工業品の規格及び基準で規定される温度試験等を実施し，
定格負荷状態において，要求される強度を確保できる設計とする。

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

　

 

　

 
　

　

　

　

　
　

Ⅴ－２－２　公式による強度評価書
1.概要
2.容器の公式による強度評価結果
3.管の公式による強度評価結果

Ⅴ－２－４　完成品に対する強度評価書
1.概要
2.完成品に対する強度評価結果

　

 

　

 
　

　

　

　

【4.許容限界の設定】
許容限界の設定として，設計条件に対しては許容
引張応力S値基準の許容限界，設計過渡条件に対
しては設計引張強さSu値を許容限界として設定す
ることを説明する。
【5.公式による強度評価書のフォーマット】
公式による強度評価書のフォーマットを示す。
Ⅴ－１－３－４　完成品に対する強度評価書作成
の基本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく完成品に
対する強度評価書作成の基本方針であることを説
明する。
【2.完成品の強度評価】
【2.1法令又は公的な規格への適合性確認】
法令又は公的な規格への適合性確認として，以下
の内容を確認することを説明する。
(a)対象とする機器の使用目的，使用環境と法令
又は公的な規格の使用目的，想定している使用環
境を比較し，準拠する規格及び基準が妥当である
こと
(b)法令又は公的な規格に基づく機器に適切な材
料が使用され，十分な強度を有する設計であるこ
と
【2.2メーカ規格及び基準への適合性確認】
メーカ規格及び基準への適合性確認として，以下
の内容を確認することを説明する。
(a)対象とする機器の使用目的，使用環境とメー
カ規格及び基準の使用目的，想定している使用環
境を比較し，準拠する規格及び基準が妥当である
こと
(b)メーカ規格及び基準に基づく機器に適切な材
料が使用され，十分な強度を有する設計であるこ
と
【3.完成品に対する強度評価書のフォーマット】
完成品に対する強度評価書のフォーマットを示
す。
Ⅴ－２　強度評価書
Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整理表
【2.評価条件整理表】
強度評価対象設備における評価条件等の整理結果
について説明する。
【3.評価項目整理表】
強度評価対象設備における評価項目の整理結果に
ついて説明する。
Ⅴ－２－２　公式による強度評価書
【1.概要】
「Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成の
基本方針」に基づく強度評価結果であることを説
明する。
【2.容器の公式による強度評価結果】
公式による強度評価書のフォーマットに従い，使
用条件に対して十分な強度を有することを確認し
た強度評価結果を示す。
【3.管の公式による強度評価結果】
公式による強度評価書のフォーマットに従い，使
用条件に対して十分な強度を有することを確認し
た強度評価結果を示す。
Ⅴ－２－４　完成品に対する強度評価書
【1.概要】
「Ⅴ－１－３－４　完成品に対する強度評価書作
成の基本方針」に基づく強度評価結果であること
を説明する。
【2.完成品に対する強度評価結果】
完成品に対する強度評価書のフォーマットに従
い，使用条件に対して十分な強度を有することを
確認した強度評価結果を示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

10

9.3.1.3　主要な溶接部
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の主
要な溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）は，次のとおりとする。
・不連続で特異な形状でない設計とする。
・溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，健全な溶接部の確保に有
害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確認する。
・適切な強度を有する設計とする。
・適切な溶接施工法及び溶接設備並びに適切な技能を有する溶接士である
ことを機械試験その他の評価方法によりあらかじめ確認する。
なお，上記の主要な溶接部は，使用前事業者検査により再処理施設の技術
基準に関する規則の解釈の「再処理施設の溶接の方法等について（別
記）」に適合していることを確認する。

定義
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故
等対処設備の容器等の主要な溶接部（溶接金属部
及び熱影響部をいう。）

－
(工事の方法)

〇 基本方針 －

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.3主要な溶接部の設計

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.3主要な溶接部の設計】
主要な溶接部の設計方針について説明するととも
に，使用前事業者検査により技術基準へ適合して
いることを確認することを説明する。
また，使用前事業者検査を実施するにあたって
は，工事の方法に従って実施することを説明す
る。

11
常設重大事故等対処設備の容器等の主要な溶接部の耐圧試験は，母材と同
等の方法及び同じ試験圧力にて実施する。

定義 基本方針
－

(工事の方法)

13

(2)　安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等
（支持構造物は除く。）は，維持段階において，通常運転時における圧力
で漏えい試験を行ったとき，著しい漏えいがないことを確認する。
なお，漏えい試験は，日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格」
等に準拠し実施する。
ただし，重大事故等対処設備の容器等（支持構造物は除く。）は，使用時
における圧力で漏えい試験を行うことが困難な場合は，運転性能試験結果
を用いた評価等により確認する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，上記によらず，運転性能
試験，目視等による有害な欠陥がないことの確認とすることもできるもの
とする。

定義
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対
処設備の容器等（支持構造物は除く。）

－
(工事の方法)

〇 基本方針 －

－
(工事の方法)

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
3.耐圧試験等に係る設計の基本方針

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
【3.耐圧試験等に係る設計の基本方針】
耐圧試験等に係る設計方針について説明する。
また，使用前事業者検査を実施するにあたって
は，工事の方法に従って実施することを説明す
る。

〇 基本方針 －12

9.3.2　耐圧試験等
(1)　安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等
（支持構造物は除く。）は，施設時において，次に定めるところによる圧
力で耐圧試験を行ったとき，これに耐え，かつ，著しい漏えいがないこと
を確認する。
また，安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器
等の主要な溶接部のうち再処理第１種容器及びライニング型貯槽の溶接部
は，漏えい試験の種類に応じた圧力で漏えい試験を行ったとき，著しい漏
えいがないことを確認する。
なお，上記の耐圧試験又は漏えい試験は，再処理施設の技術基準に関する
規則の解釈の「再処理施設の溶接の方法等について（別記）」等に準拠し
実施する。
a. 内圧を受ける機器に係る耐圧試験の圧力は，機器の最高使用圧力を超
え，かつ，機器に生ずる全体的な変形が弾性域の範囲内となる圧力とす
る。
b. 内部が大気圧未満になることにより，大気圧による外圧を受ける機器
の耐圧試験の圧力は，大気圧と内圧との最大の差を上回る圧力とする。こ
の場合において，耐圧試験の圧力は機器の内面から加えることができる。
ただし，気圧により耐圧試験を行う場合（最高使用圧力が98kPa未満の場
合を除く。）であって，当該圧力に耐えることが確認された場合は，当該
圧力を最高使用圧力までに減じて著しい漏えいがないことを確認する。
最高使用圧力が98kPa未満の場合であって，気圧により耐圧試験を行う場
合の試験圧力は，水圧による耐圧試験の場合と同じ圧力とする。
重大事故等対処設備の容器等であって，規定の圧力で耐圧試験又は漏えい
試験を行うことが困難な場合は，試運転による機能及び性能試験（以下
「運転性能試験」という。）結果を用いた評価等により確認する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，上記によらず，運転性能
試験，目視等による有害な欠陥がないことの確認とすることもできるもの
とする。

定義
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対
処設備の容器等（支持構造物は除く。）

－

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.3主要な溶接部の設計

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.3主要な溶接部の設計】
主要な溶接部の設計方針について説明するととも
に，使用前事業者検査により技術基準へ適合して
いることを確認することを説明する。
また，使用前事業者検査を実施するにあたって
は，工事の方法に従って実施することを説明す
る。

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
3.耐圧試験等に係る設計の基本方針

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
【3.耐圧試験等に係る設計の基本方針】
耐圧試験等に係る設計方針について説明する。
また，使用前事業者検査を実施するにあたって
は，工事の方法に従って実施することを説明す
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

10

9.3.1.3　主要な溶接部
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の主
要な溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）は，次のとおりとする。
・不連続で特異な形状でない設計とする。
・溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，健全な溶接部の確保に有
害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確認する。
・適切な強度を有する設計とする。
・適切な溶接施工法及び溶接設備並びに適切な技能を有する溶接士である
ことを機械試験その他の評価方法によりあらかじめ確認する。
なお，上記の主要な溶接部は，使用前事業者検査により再処理施設の技術
基準に関する規則の解釈の「再処理施設の溶接の方法等について（別
記）」に適合していることを確認する。

定義

11
常設重大事故等対処設備の容器等の主要な溶接部の耐圧試験は，母材と同
等の方法及び同じ試験圧力にて実施する。

定義

13

(2)　安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等
（支持構造物は除く。）は，維持段階において，通常運転時における圧力
で漏えい試験を行ったとき，著しい漏えいがないことを確認する。
なお，漏えい試験は，日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格」
等に準拠し実施する。
ただし，重大事故等対処設備の容器等（支持構造物は除く。）は，使用時
における圧力で漏えい試験を行うことが困難な場合は，運転性能試験結果
を用いた評価等により確認する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，上記によらず，運転性能
試験，目視等による有害な欠陥がないことの確認とすることもできるもの
とする。

定義

12

9.3.2　耐圧試験等
(1)　安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等
（支持構造物は除く。）は，施設時において，次に定めるところによる圧
力で耐圧試験を行ったとき，これに耐え，かつ，著しい漏えいがないこと
を確認する。
また，安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器
等の主要な溶接部のうち再処理第１種容器及びライニング型貯槽の溶接部
は，漏えい試験の種類に応じた圧力で漏えい試験を行ったとき，著しい漏
えいがないことを確認する。
なお，上記の耐圧試験又は漏えい試験は，再処理施設の技術基準に関する
規則の解釈の「再処理施設の溶接の方法等について（別記）」等に準拠し
実施する。
a. 内圧を受ける機器に係る耐圧試験の圧力は，機器の最高使用圧力を超
え，かつ，機器に生ずる全体的な変形が弾性域の範囲内となる圧力とす
る。
b. 内部が大気圧未満になることにより，大気圧による外圧を受ける機器
の耐圧試験の圧力は，大気圧と内圧との最大の差を上回る圧力とする。こ
の場合において，耐圧試験の圧力は機器の内面から加えることができる。
ただし，気圧により耐圧試験を行う場合（最高使用圧力が98kPa未満の場
合を除く。）であって，当該圧力に耐えることが確認された場合は，当該
圧力を最高使用圧力までに減じて著しい漏えいがないことを確認する。
最高使用圧力が98kPa未満の場合であって，気圧により耐圧試験を行う場
合の試験圧力は，水圧による耐圧試験の場合と同じ圧力とする。
重大事故等対処設備の容器等であって，規定の圧力で耐圧試験又は漏えい
試験を行うことが困難な場合は，試運転による機能及び性能試験（以下
「運転性能試験」という。）結果を用いた評価等により確認する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，上記によらず，運転性能
試験，目視等による有害な欠陥がないことの確認とすることもできるもの
とする。

定義

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 基本方針 基本方針 － － －

〇 基本方針 基本方針 － － －

〇 基本方針 基本方針 － － －

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

〇 基本方針 基本方針 － － －

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.3主要な溶接部の設計

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.3主要な溶接部の設計】
主要な溶接部の設計方針について説明するととも
に，使用前事業者検査により技術基準へ適合して
いることを確認することを説明する。
また，使用前事業者検査を実施するにあたって
は，工事の方法に従って実施することを説明す
る。

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
3.耐圧試験等に係る設計の基本方針

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針
【3.耐圧試験等に係る設計の基本方針】
耐圧試験等に係る設計方針について説明する。
また，使用前事業者検査を実施するにあたって
は，工事の方法に従って実施することを説明す
る。
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第18条：搬送設備 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十八条 搬送設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備
燃料取出し設備
燃料移送設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備
燃料供給設備

ウラン脱硝設備ウラン脱硝系
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備粉体系
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝酸化物貯蔵設備

高レベル廃液ガラス固化設備
ガラス固化体貯蔵設備

上記設備のうち，搬送機能を有する機器

2
搬送設備による再処理施設における使用済燃料等の放射性物質の工程内及
び工程間の移動は，放射性物質を収納する容器等によるものとし，放射性
物質の閉じ込めの措置等の適切な設計を行う。

冒頭宣言 － － － － － － －

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備
燃料取出し設備
燃料移送設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備
燃料供給設備

ウラン脱硝設備ウラン脱硝系
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備粉体系
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝酸化物貯蔵設備

高レベル廃液ガラス固化設備
ガラス固化体貯蔵設備

上記設備のうち，落下防止機能及び逸走防止機能
等を有する機器

燃料取出し設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備
ウラン脱硝設備ウラン脱硝系
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備粉体系
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝酸化物貯蔵設備

高レベル廃液ガラス固化設備
ガラス固化体貯蔵設備

上記設備のうち，取り扱い高さ制限を有する機器

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備
燃料取出し設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備
燃料供給設備

ウラン脱硝設備ウラン脱硝系
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備粉体系
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝酸化物貯蔵設備

高レベル廃液ガラス固化設備
ガラス固化体貯蔵設備

上記設備のうち，動力喪失時における放射性物質
を収納する容器等の保持機能を有する機器

－ － － － －

－ － －

－ － － － －
基本方針
設計方針

基本方針
設計方針

機能要求①
放射性物質を収納する容器等は，仮に落下しても破損しない高さ以下で取
り扱う設計とする。

4

5

搬送設備は，放射性物質を収納する容器等を搬送するための動力の供給が
停止した場合，放射性物質を収納する容器等の落下及び脱落を防止する機
構により，搬送中の放射性物質を収納する容器等を安全に保持する設計と
する。

機能要求①

基本方針
設計方針（容量）

基本方針
設計方針

1

使用済燃料等の放射性物質を搬送する設備（人の安全に著しい支障を及ぼ
すおそれがないものとして低レベル放射性物質等を搬送する設備を除く。
以下，「搬送設備」という。）は，使用済燃料等の放射性物質を搬送する
能力として必要な容量を有する設計とする。

機能要求②
機能要求①

3
搬送設備は，放射性物質を収納する容器等の閉じ込め機能に影響を及ぼさ
ないよう，逸走防止，落下防止又は転倒防止のための機構を設ける設計と
する。

機能要求①

展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

Ⅵ-1-1-10
搬送設備に関する説明書

既設工認「添付書類Ⅵ　設計及び工事の方法の技
術基準への適合に関する説明書」のうち「第十二
条　搬送設備」より変更なし

【使用済燃料等の落下防止対策】
搬送設備の逸走防止，落下防止及び搬送中の動力
供給停止について説明する。

【搬送設備の容量】
搬送設備の搬送物重量の容量について説明する。

【搬送設備のつり上げ高さ】
搬送設備の高さ制限について説明する。

第１回

－ － － － －

－ －

478



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十八条 搬送設備）

別紙２

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備
燃料取出し設備
燃料移送設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備
燃料供給設備

ウラン脱硝設備ウラン脱硝系
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備粉体系
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝酸化物貯蔵設備

高レベル廃液ガラス固化設備
ガラス固化体貯蔵設備

上記設備のうち，搬送機能を有する機器

2
搬送設備による再処理施設における使用済燃料等の放射性物質の工程内及
び工程間の移動は，放射性物質を収納する容器等によるものとし，放射性
物質の閉じ込めの措置等の適切な設計を行う。

冒頭宣言 － －

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備
燃料取出し設備
燃料移送設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備
燃料供給設備

ウラン脱硝設備ウラン脱硝系
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備粉体系
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝酸化物貯蔵設備

高レベル廃液ガラス固化設備
ガラス固化体貯蔵設備

上記設備のうち，落下防止機能及び逸走防止機能
等を有する機器

燃料取出し設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備
ウラン脱硝設備ウラン脱硝系
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備粉体系
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝酸化物貯蔵設備

高レベル廃液ガラス固化設備
ガラス固化体貯蔵設備

上記設備のうち，取り扱い高さ制限を有する機器

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備
燃料取出し設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備
燃料供給設備

ウラン脱硝設備ウラン脱硝系
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備粉体系
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝酸化物貯蔵設備

高レベル廃液ガラス固化設備
ガラス固化体貯蔵設備

上記設備のうち，動力喪失時における放射性物質
を収納する容器等の保持機能を有する機器

基本方針
設計方針

基本方針
設計方針

機能要求①
放射性物質を収納する容器等は，仮に落下しても破損しない高さ以下で取
り扱う設計とする。

4

5

搬送設備は，放射性物質を収納する容器等を搬送するための動力の供給が
停止した場合，放射性物質を収納する容器等の落下及び脱落を防止する機
構により，搬送中の放射性物質を収納する容器等を安全に保持する設計と
する。

機能要求①

基本方針
設計方針（容量）

基本方針
設計方針

1

使用済燃料等の放射性物質を搬送する設備（人の安全に著しい支障を及ぼ
すおそれがないものとして低レベル放射性物質等を搬送する設備を除く。
以下，「搬送設備」という。）は，使用済燃料等の放射性物質を搬送する
能力として必要な容量を有する設計とする。

機能要求②
機能要求①

3
搬送設備は，放射性物質を収納する容器等の閉じ込め機能に影響を及ぼさ
ないよう，逸走防止，落下防止又は転倒防止のための機構を設ける設計と
する。

機能要求①

展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○ － － － － －

－

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

－

△ 基本方針 基本方針 － －

△ 基本方針 基本方針 － －

＜搬送設備＞
・容量

△ 基本方針 基本方針 － － －

△ 基本方針 基本方針 － －

Ⅵ-1-1-10
搬送設備に関する説明書

既設工認「添付書類Ⅵ　設計及び工事の方法の技
術基準への適合に関する説明書」のうち「第十二
条　搬送設備」より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第19条　使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第２章　個別項目
1.使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計に係る共通的な設計方針につ
いては，第1章　共通項目の「1.　核燃料物質の臨界防止」，「2.　地
盤」，「3.　自然現象等」，「4.　閉じ込めの機能」，「5.　火災等によ
る損傷の防止」，「6.　再処理施設内における溢水による損傷の防止」，
「7.　再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」，「8.
遮蔽」及び「9.　設備に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

3

使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン及
び燃料取出し装置を用いて１日最大ＢＷＲ燃料15.2ｔ・ＵＰｒ／ｄ，ＰＷ

Ｒ燃料12.9ｔ・ＵＰｒ／ｄの使用済燃料集合体を受け入れることができ，

年間の最大受入れ量は，1,000ｔ･ＵＰｒとする設計とする。
冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

4

使用済燃料の貯蔵施設の燃料貯蔵プールは，最大再処理能力800ｔ・ＵＰｒ

／ｙでの再処理に対して受け入れた燃料を３年間以上貯蔵することができ
る設計とする。

機能要求②

使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
・燃料貯蔵プール

基本方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

5

使用済燃料の受入れ施設の使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫は，
冷却空気の流路を確保し，キャスクに収納された使用済燃料の崩壊熱を自
然冷却により除去し，本保管庫の構造物の健全性を維持する設計とする。

機能要求②
評価要求

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器受入
れ・保管設備）
・使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫

基本方針
設計方針（貯蔵施設）
評価条件（崩壊熱除
去）
評価方法（崩壊熱除
去）
評価（崩壊熱除去）

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計
【Ⅵ-1-2-1　3.評価】
使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫の冷却
能力評価

― ― ― ― ―

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

2

6

7

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計基準対象の設備は，使用済燃
料の受入れ施設及び使用済燃料の貯蔵施設で構成する。
使用済燃料の受入れ施設は，キャスクに収納され再処理施設に輸送された
使用済燃料集合体の受入れ及びキャスクからの使用済燃料集合体の取出し
を行う設計とする。
使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料集合体を再処理するまでの期間の貯
蔵及びせん断処理施設への送出しを行う設計とする。

設置要求

使用済燃料の受入れ施設の燃料取出しピット及び燃料仮置きピット並びに
使用済燃料の貯蔵施設の燃料貯蔵プール，チャンネルボックス・バーナブ
ル ポイズン取扱ピット，燃料移送水路及び燃料送出しピット（以下「燃
料貯蔵プール・ピット等」という。）については，プール水をその他再処
理設備の附属施設の安全冷却水系の冷却水と熱交換器を介して熱交換する
ことにより，１系統で使用済燃料からの崩壊熱を適切に除去し，燃料貯蔵
プール・ピット等の構造物の健全性を維持できるプール水冷却系を２系統
設ける設計とする。
プール水の冷却に必要な安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設用）については，第２章　個別項目の「7.4　冷却水設備」に基づく
ものとする。

機能要求②
評価要求

使用済燃料の貯蔵施設の補給水設備は，プール水を適切に供給できる設計
とする。

機能要求①
機能要求②

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
・燃料取出しピット
・燃料仮置きピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
・燃料移送水路
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
・燃料貯蔵プール
・チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱
ピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
・燃料送出しピット
使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
計測制御設備（計測制御設備）
・崩壊熱除去機能維持のためのインターロック
安全冷却水系（安全冷却水系）
（許可文中、第9.5-1表(2)、第9.5-1,3図）

基本方針
設計方針（貯蔵施設）
評価条件（崩壊熱除
去）
評価方法（崩壊熱除
去）
評価（崩壊熱除去）

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計
【Ⅵ-1-2-1　3.評価】
プール水冷却系の冷却能力評価

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器受入
れ・保管設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し準備設備）
（許可文中、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器返却
準備設備）
（許可文中、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器保守
設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）
（許可文中、第3-2表、第3-13図）

使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）
（許可文中、第3-2表、第3-13図）
計測制御設備（計測制御設備）
・崩壊熱除去機能維持のためのインターロック

基本方針
設計方針（貯蔵施設）

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

基本方針

―

― ― ― ― ―

― ― ― ― ―

― ― ― ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第19条　使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙２

1

第２章　個別項目
1.使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計に係る共通的な設計方針につ
いては，第1章　共通項目の「1.　核燃料物質の臨界防止」，「2.　地
盤」，「3.　自然現象等」，「4.　閉じ込めの機能」，「5.　火災等によ
る損傷の防止」，「6.　再処理施設内における溢水による損傷の防止」，
「7.　再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」，「8.
遮蔽」及び「9.　設備に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 ― ―

3

使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン及
び燃料取出し装置を用いて１日最大ＢＷＲ燃料15.2ｔ・ＵＰｒ／ｄ，ＰＷ

Ｒ燃料12.9ｔ・ＵＰｒ／ｄの使用済燃料集合体を受け入れることができ，

年間の最大受入れ量は，1,000ｔ･ＵＰｒとする設計とする。
冒頭宣言 基本方針 基本方針

4

使用済燃料の貯蔵施設の燃料貯蔵プールは，最大再処理能力800ｔ・ＵＰｒ

／ｙでの再処理に対して受け入れた燃料を３年間以上貯蔵することができ
る設計とする。

機能要求②

使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
・燃料貯蔵プール

基本方針

5

使用済燃料の受入れ施設の使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫は，
冷却空気の流路を確保し，キャスクに収納された使用済燃料の崩壊熱を自
然冷却により除去し，本保管庫の構造物の健全性を維持する設計とする。

機能要求②
評価要求

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器受入
れ・保管設備）
・使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫

基本方針
設計方針（貯蔵施設）
評価条件（崩壊熱除
去）
評価方法（崩壊熱除
去）
評価（崩壊熱除去）

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

2

6

7

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計基準対象の設備は，使用済燃
料の受入れ施設及び使用済燃料の貯蔵施設で構成する。
使用済燃料の受入れ施設は，キャスクに収納され再処理施設に輸送された
使用済燃料集合体の受入れ及びキャスクからの使用済燃料集合体の取出し
を行う設計とする。
使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料集合体を再処理するまでの期間の貯
蔵及びせん断処理施設への送出しを行う設計とする。

設置要求

使用済燃料の受入れ施設の燃料取出しピット及び燃料仮置きピット並びに
使用済燃料の貯蔵施設の燃料貯蔵プール，チャンネルボックス・バーナブ
ル ポイズン取扱ピット，燃料移送水路及び燃料送出しピット（以下「燃
料貯蔵プール・ピット等」という。）については，プール水をその他再処
理設備の附属施設の安全冷却水系の冷却水と熱交換器を介して熱交換する
ことにより，１系統で使用済燃料からの崩壊熱を適切に除去し，燃料貯蔵
プール・ピット等の構造物の健全性を維持できるプール水冷却系を２系統
設ける設計とする。
プール水の冷却に必要な安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設用）については，第２章　個別項目の「7.4　冷却水設備」に基づく
ものとする。

機能要求②
評価要求

使用済燃料の貯蔵施設の補給水設備は，プール水を適切に供給できる設計
とする。

機能要求①
機能要求②

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
・燃料取出しピット
・燃料仮置きピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
・燃料移送水路
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
・燃料貯蔵プール
・チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱
ピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
・燃料送出しピット
使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
計測制御設備（計測制御設備）
・崩壊熱除去機能維持のためのインターロック
安全冷却水系（安全冷却水系）
（許可文中、第9.5-1表(2)、第9.5-1,3図）

基本方針
設計方針（貯蔵施設）
評価条件（崩壊熱除
去）
評価方法（崩壊熱除
去）
評価（崩壊熱除去）

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器受入
れ・保管設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し準備設備）
（許可文中、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器返却
準備設備）
（許可文中、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器保守
設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）
（許可文中、第3-2表、第3-13図）

使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）
（許可文中、第3-2表、第3-13図）
計測制御設備（計測制御設備）
・崩壊熱除去機能維持のためのインターロック

基本方針
設計方針（貯蔵施設）

基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

〇 ― ― ― ― ― ― ―

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ―
<容器>
・容量

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ―

<保管・廃棄エ
リア>
・容量
・主要寸法

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計
【Ⅵ-1-2-1　3.評価】
使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫の冷却
能力評価

第２回

△ 基本方針

△ 基本方針 ― ― ―

<容器>
・容量
・主要寸法
<熱交換器>
・伝熱面積
<ポンプ>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・原動機
<主要弁>
・駆動方式
<主配管>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・外径・厚さ
・主要材料
<計測装置>
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲
<インターロッ
ク>
・検出器の種類
・設定値

基本方針

△ 基本方針 ― ― ―

<容器>
・容量
<ポンプ>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・原動機
<主要弁>
・駆動方式
<主配管>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・外径・厚さ
・主要材料
<計測装置>
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲
<インターロッ
ク>
・検出器の種類
・設定値

― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計
【Ⅵ-1-2-1　3.評価】
プール水冷却系の冷却能力評価

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

482



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第19条　使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

9

プール水浄化系は，水の純度及び透明度を維持するため、燃料取出しピッ
ト，燃料仮置きピット及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱
ピットの越流せきから越流するプール水をポンプで昇圧し，ろ過装置及び
脱塩装置でろ過及び脱塩した後，燃料取出しピット，燃料仮置きピット及
びチャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピットへ戻す設計とする
とともに、燃料貯蔵プール及び燃料送出しピットから越流するプール水
を，ポンプで昇圧し，一部を脱塩装置で脱塩した後，燃料貯蔵プール及び
燃料送出しピットへ戻す設計とする。

機能要求①
機能要求②

使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）

基本方針
設計方針（貯蔵施設）

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

10

なお，万一のプール水の漏えいに対し，燃料貯蔵プール・ピット等には漏
えい検知装置を設けて漏えいを検知する設計とし，漏えい水を使用済燃料
の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系へ移送できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）

【機能要求②】
計測制御設備（計測制御設備）
・漏えい検知装置

基本方針
設計方針（貯蔵施設）

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

11

また，燃料貯蔵プールには水位警報装置及び温度警報装置を設け，計測制
御系統施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に警報を発す
る設計とする。

機能要求②

計測制御設備（計測制御設備）
・燃料貯蔵プール水位計
・燃料貯蔵プール温度計 基本方針

設計方針（貯蔵施設）

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

13

1.1　使用済燃料の受入れ施設
　使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃料受入れ設備２系列（一部１系
列）で構成する。
1.1.1　使用済燃料受入れ設備
　使用済燃料受入れ設備は，使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備，燃料
取出し準備設備，燃料取出し設備，使用済燃料輸送容器返却準備設備及び
使用済燃料輸送容器保守設備で構成する。

設置要求

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器受入
れ・保管設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し準備設備）
（許可文中、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器返却
準備設備）
（許可文中、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器保守
設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

14

1.1.1.1　使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備
使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備は，使用済燃料輸送容器管理建屋天
井クレーン，使用済燃料輸送容器移送台車，使用済燃料収納使用済燃料輸
送容器保管庫及び空使用済燃料輸送容器保管庫で構成する。
使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備は，トレーラトラックで使用済燃料
輸送容器管理建屋に搬入したキャスクを一時保管した後，使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋に搬入する設計とする。
使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫は，使用済燃料を収納したキャ
スクを保管するとともに，保管を必要とする空のキャスクの基数が空使用
済燃料輸送容器保管庫の容量を上回る場合に，その上回った分の空のキャ
スクを一時保管する設計とする。
空使用済燃料輸送容器保管庫は，空のキャスクを保管する設計とする。

設置要求

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器受入
れ・保管設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

15

使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーンは，使用済燃料輸送容器管理建
屋に設置し，キャスクの落下防止のため，つりワイヤの二重化，フックへ
の脱落防止金具取付けを施し，逸走防止のインターロックを設けるととも
に，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ機構を有する設計
とする。
使用済燃料輸送容器移送台車は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，
確実に行うため逸走防止のインターロックを設けるとともに，転倒し難い
設計とする。

機能要求①

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器受入
れ・保管設備）
・使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーン
・使用済燃料輸送容器移送台車

基本方針
設計方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

Ⅵ-1-1-10　搬送設備に関する説明書
既設工認の設計から変更なし
（第18条「搬送設備」の添付書類で記載する。）

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

燃料貯蔵プール・ピット等の内面は，漏水を防止するためステンレス鋼を
内張りしたライニング構造とし，下部に排水口を設けない構造とするとと
もに，燃料貯蔵プール・ピット等に接続された配管が破損してもプール水
が流出しないように逆止弁を設置する設計とする。
さらに，燃料貯蔵プール・ピット等のライニングは，万一の使用済燃料集
合体の落下時にもプール水の保持機能を失うような著しい損傷を生じない
ようにする設計とする。

機能要求②
設置要求
評価要求

使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃料輸送容器管理建屋及び使用済燃料
受入れ・貯蔵建屋に収納し，使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋に収納する設計とする。
使用済燃料輸送容器管理建屋は，地上１階（一部地上３階，地下１階）の
建物とする設計とする。
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋は，地上３階，地下３階の建物とする設計と
する。

設置要求

8

12

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器受入
れ・保管設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し準備設備）
（許可文中、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器返却
準備設備）
（許可文中、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器保守
設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）
（許可文中、第3-2表、第3-13図）

使用済燃料輸送容器管理建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋（使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋／安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ基礎間
洞道含む）

使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）
（許可文中、第3-2表、第3-13図）

【機能要求②】
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
・燃料取出しピット
・燃料仮置きピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
・燃料移送水路
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
・燃料貯蔵プール
・チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱
ピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
・燃料送出しピット

基本方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

基本方針
設計方針（貯蔵施設）
評価条件（強度）
評価方法（強度）
評価（強度）

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計
【Ⅵ-1-2-1　3.評価】
燃料貯蔵プール・ピット等の耐圧強度評価
燃料貯蔵プール・ピット等のライニングの固定方
法
燃料貯蔵プール・ピット等について，水があふ
れ，又は漏えいするおそれがないこと
燃料集合体，燃料収納缶及びバスケット落下時の
ライニング健全性評価

― ― ― ― ―

― ― ― ― ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第19条　使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

9

プール水浄化系は，水の純度及び透明度を維持するため、燃料取出しピッ
ト，燃料仮置きピット及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱
ピットの越流せきから越流するプール水をポンプで昇圧し，ろ過装置及び
脱塩装置でろ過及び脱塩した後，燃料取出しピット，燃料仮置きピット及
びチャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピットへ戻す設計とする
とともに、燃料貯蔵プール及び燃料送出しピットから越流するプール水
を，ポンプで昇圧し，一部を脱塩装置で脱塩した後，燃料貯蔵プール及び
燃料送出しピットへ戻す設計とする。

機能要求①
機能要求②

使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）

基本方針
設計方針（貯蔵施設）

10

なお，万一のプール水の漏えいに対し，燃料貯蔵プール・ピット等には漏
えい検知装置を設けて漏えいを検知する設計とし，漏えい水を使用済燃料
の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系へ移送できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）

【機能要求②】
計測制御設備（計測制御設備）
・漏えい検知装置

基本方針
設計方針（貯蔵施設）

11

また，燃料貯蔵プールには水位警報装置及び温度警報装置を設け，計測制
御系統施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に警報を発す
る設計とする。

機能要求②

計測制御設備（計測制御設備）
・燃料貯蔵プール水位計
・燃料貯蔵プール温度計 基本方針

設計方針（貯蔵施設）

13

1.1　使用済燃料の受入れ施設
　使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃料受入れ設備２系列（一部１系
列）で構成する。
1.1.1　使用済燃料受入れ設備
　使用済燃料受入れ設備は，使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備，燃料
取出し準備設備，燃料取出し設備，使用済燃料輸送容器返却準備設備及び
使用済燃料輸送容器保守設備で構成する。

設置要求

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器受入
れ・保管設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し準備設備）
（許可文中、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器返却
準備設備）
（許可文中、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器保守
設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）

基本方針

14

1.1.1.1　使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備
使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備は，使用済燃料輸送容器管理建屋天
井クレーン，使用済燃料輸送容器移送台車，使用済燃料収納使用済燃料輸
送容器保管庫及び空使用済燃料輸送容器保管庫で構成する。
使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備は，トレーラトラックで使用済燃料
輸送容器管理建屋に搬入したキャスクを一時保管した後，使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋に搬入する設計とする。
使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫は，使用済燃料を収納したキャ
スクを保管するとともに，保管を必要とする空のキャスクの基数が空使用
済燃料輸送容器保管庫の容量を上回る場合に，その上回った分の空のキャ
スクを一時保管する設計とする。
空使用済燃料輸送容器保管庫は，空のキャスクを保管する設計とする。

設置要求

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器受入
れ・保管設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）

基本方針

15

使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーンは，使用済燃料輸送容器管理建
屋に設置し，キャスクの落下防止のため，つりワイヤの二重化，フックへ
の脱落防止金具取付けを施し，逸走防止のインターロックを設けるととも
に，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ機構を有する設計
とする。
使用済燃料輸送容器移送台車は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，
確実に行うため逸走防止のインターロックを設けるとともに，転倒し難い
設計とする。

機能要求①

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器受入
れ・保管設備）
・使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーン
・使用済燃料輸送容器移送台車

基本方針
設計方針

燃料貯蔵プール・ピット等の内面は，漏水を防止するためステンレス鋼を
内張りしたライニング構造とし，下部に排水口を設けない構造とするとと
もに，燃料貯蔵プール・ピット等に接続された配管が破損してもプール水
が流出しないように逆止弁を設置する設計とする。
さらに，燃料貯蔵プール・ピット等のライニングは，万一の使用済燃料集
合体の落下時にもプール水の保持機能を失うような著しい損傷を生じない
ようにする設計とする。

機能要求②
設置要求
評価要求

使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃料輸送容器管理建屋及び使用済燃料
受入れ・貯蔵建屋に収納し，使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋に収納する設計とする。
使用済燃料輸送容器管理建屋は，地上１階（一部地上３階，地下１階）の
建物とする設計とする。
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋は，地上３階，地下３階の建物とする設計と
する。

設置要求

8

12

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器受入
れ・保管設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し準備設備）
（許可文中、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器返却
準備設備）
（許可文中、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器保守
設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）
（許可文中、第3-2表、第3-13図）

使用済燃料輸送容器管理建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋（使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋／安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ基礎間
洞道含む）

使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）
（許可文中、第3-2表、第3-13図）

【機能要求②】
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
・燃料取出しピット
・燃料仮置きピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
・燃料移送水路
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
・燃料貯蔵プール
・チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱
ピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
・燃料送出しピット

基本方針

基本方針
設計方針（貯蔵施設）
評価条件（強度）
評価方法（強度）
評価（強度）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ 基本方針 ― ― ―

<ろ過装置>
・容量
<ポンプ>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・原動機

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ―

<計測装置>
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ―

<計測装置>
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

Ⅵ-1-1-10　搬送設備に関する説明書
既設工認の設計から変更なし
（第18条「搬送設備」の添付書類で記載する。）

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ―

― ― ―

― ―

<容器>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要材料
・主要寸法

△ 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計
【Ⅵ-1-2-1　3.評価】
燃料貯蔵プール・ピット等の耐圧強度評価
燃料貯蔵プール・ピット等のライニングの固定方
法
燃料貯蔵プール・ピット等について，水があふ
れ，又は漏えいするおそれがないこと
燃料集合体，燃料収納缶及びバスケット落下時の
ライニング健全性評価

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第19条　使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

16

1.1.1.2　燃料取出し準備設備
燃料取出し準備設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に搬入したキャスク
から緩衝体を取り外し，燃料取出し準備室にキャスクを移送する設計とす
る。
ここで，キャスク内部の浄化のため，キャスクの内部水の入替えを行った
後，キャスクを移送し，燃料取出しピットの防染バケットに収納する設計
とする。
キャスクからの排水は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系
へ移送できる設計とする。

設置要求

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し準備設備）
（許可文中、第3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

17

1.1.1.3　燃料取出し設備
燃料取出し設備は，燃料取出しピット，燃料仮置きピット，燃焼度計測前
燃料仮置きラック，燃焼度計測後燃料仮置きラック，使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋天井クレ－ン，防染バケット，燃料取出し装置で構成する。
燃料取出し設備は，防染バケットに収納したキャスクを燃料取出しピット
水中につり降ろし，水中でキャスクの蓋を取り外し，使用済燃料集合体を
一体ずつキャスクから取り出す設計とする。
取り出した使用済燃料集合体は，燃料仮置きピットの燃焼度計測前燃料仮
置きラックに仮置きし，計測制御系統施設の燃焼度計測装置を用いて平均
濃縮度を測定し，平均濃縮度が3.5ｗｔ％以下であることを確認した後，
燃焼度計測後燃料仮置きラックに仮置きする設計とする。
その後，使用済燃料集合体を燃料移送水中台車上のバスケットに収納する
設計とする。
なお，平均濃縮度が2.0ｗｔ％を超える使用済燃料集合体及び著しい漏え
いのある破損燃料を取り扱う場合には，燃料収納缶に収納し，燃料取出し
装置の補助ホイストで取り扱い，燃料移送水中台車に１体ずつ積載する設
計とする。

設置要求
評価要求

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）

基本方針
設計方針（貯蔵施設）
評価条件（強度）
評価方法（強度）
評価（強度）

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計
【Ⅵ-1-2-1　3.評価】
防染バケットの強度設計

― ― ― ― ―

18

燃料仮置きラックは，適切なラック間隔を取ることにより，最大容量まで
使用済燃料集合体を収納した場合でも，通常時及び燃料間距離がラック内
で最小となるような厳しい状態等，技術的に見て想定されるいかなる場合
でも未臨界を保つ設計とする。

機能要求②

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
・燃焼度計測前燃料仮置きラック
・燃焼度計測後燃料仮置きラック

設計方針（単一ユニッ
トの臨界安全設計）
設計方針（複数ユニッ
トの臨界安全設計）

Ⅰ　核燃料物質の臨界防止に関する説明書
既設工認の設計から変更なし
（第4条「核燃料物質の臨界防止」の添付書類で
記載する。）

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

19

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーンは，使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋に設置し，キャスクの落下防止のため，つりワイヤの二重化，フックへ
の脱落防止金具取付けを施し，逸走防止のインターロックを設けるととも
に，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ機構を有する設計
とする。
また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーンは，脱輪防止装置を設
け，地震時にも落下することのない設計とするとともに，燃料貯蔵プール
上及び燃料仮置きピット上を通過しない配置とし，万一のキャスクの落下
の場合にも燃料貯蔵プ－ルの機能を喪失しないようにする設計とする。
燃料取出し装置は，使用済燃料集合体落下を防止するために，つりワイヤ
を二重化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，電源喪失時又はつか
み具駆動用の空気源喪失時にも使用済燃料集合体が落下することのない
フェイルセイフ機構を有する設計とする。
また，燃料取出し装置は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に
行うため使用済燃料集合体のつり上げ高さを６ｍ以下とし，使用済燃料集
合体のつかみ不良時及び荷重異常時のつり上げ防止，逸走防止のインター
ロックを設ける設計とする。

機能要求①

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレ－ン
・燃料取出し装置

基本方針
設計方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

Ⅵ-1-1-10　搬送設備に関する説明書
既設工認の設計から変更なし
（第18条「搬送設備」の添付書類で記載する。）

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

20

1.1.1.4　使用済燃料輸送容器返却準備設備
使用済燃料輸送容器返却準備設備は，使用済燃料取出し後の空のキャスク
の返却に先立ち，キャスク外面の除染，内部水の排水，キャスク内部の確
認，気密漏えい検査及び汚染検査を行う設計とする。
また，必要に応じて使用済燃料輸送容器返却準備設備にて保守を行うこと
ができる設計とする。

設置要求

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器返却
準備設備）
（許可文中、第3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

21

1.1.1.5　使用済燃料輸送容器保守設備
使用済燃料輸送容器保守設備は，保守室天井クレーン，除染移送台車及び
除染室天井クレーンで構成する。
使用済燃料輸送容器保守設備では，空使用済燃料輸送容器保管庫又は使用
済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫から使用済燃料輸送容器管理建屋の
保守エリアに空のキャスクを搬入し，空のキャスクを保守する設計とす
る。
保守に当たっては，放射線業務従事者の被ばくの低減を考慮し，必要に応
じ，使用済燃料輸送容器管理建屋の除染エリアでキャスク内面及び内部構
造物の除染を行うことができる設計とする。

設置要求

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器保守
設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

22

1.2　使用済燃料の貯蔵施設
使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料貯蔵設備１系列（一部２系列）で構
成する。
1.2.1　使用済燃料貯蔵設備
使用済燃料貯蔵設備は，燃料移送設備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設備，
プール水浄化・冷却設備，補給水設備，代替注水設備，スプレイ設備，漏
えい抑制設備，臨界防止設備及び監視設備で構成する。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）
（許可文中、第3-2表、第3-13図）

※SA設備は第42条の別紙に示す。

基本方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

23

1.2.1.1　燃料移送設備
燃料移送設備は，燃料移送水路及び燃料移送水中台車で構成する。
燃料移送設備は，バスケットに収納された使用済燃料集合体又は燃料収納
缶に収納された使用済燃料集合体の燃料取出し設備，燃料貯蔵設備間の移
送及び燃料貯蔵設備，燃料送出し設備間の移送を行う設計とする。 設置要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

24

燃料移送水中台車は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に行う
ため逸走防止のインターロックを設けるとともに，転倒し難い設計とす
る。

機能要求①

使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
・燃料移送水中台車

基本方針
設計方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

Ⅵ-1-1-10　搬送設備に関する説明書
既設工認の設計から変更なし
（第18条「搬送設備」の添付書類で記載する。）

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

485



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第19条　使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

16

1.1.1.2　燃料取出し準備設備
燃料取出し準備設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に搬入したキャスク
から緩衝体を取り外し，燃料取出し準備室にキャスクを移送する設計とす
る。
ここで，キャスク内部の浄化のため，キャスクの内部水の入替えを行った
後，キャスクを移送し，燃料取出しピットの防染バケットに収納する設計
とする。
キャスクからの排水は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系
へ移送できる設計とする。

設置要求

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し準備設備）
（許可文中、第3-1図）

基本方針

17

1.1.1.3　燃料取出し設備
燃料取出し設備は，燃料取出しピット，燃料仮置きピット，燃焼度計測前
燃料仮置きラック，燃焼度計測後燃料仮置きラック，使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋天井クレ－ン，防染バケット，燃料取出し装置で構成する。
燃料取出し設備は，防染バケットに収納したキャスクを燃料取出しピット
水中につり降ろし，水中でキャスクの蓋を取り外し，使用済燃料集合体を
一体ずつキャスクから取り出す設計とする。
取り出した使用済燃料集合体は，燃料仮置きピットの燃焼度計測前燃料仮
置きラックに仮置きし，計測制御系統施設の燃焼度計測装置を用いて平均
濃縮度を測定し，平均濃縮度が3.5ｗｔ％以下であることを確認した後，
燃焼度計測後燃料仮置きラックに仮置きする設計とする。
その後，使用済燃料集合体を燃料移送水中台車上のバスケットに収納する
設計とする。
なお，平均濃縮度が2.0ｗｔ％を超える使用済燃料集合体及び著しい漏え
いのある破損燃料を取り扱う場合には，燃料収納缶に収納し，燃料取出し
装置の補助ホイストで取り扱い，燃料移送水中台車に１体ずつ積載する設
計とする。

設置要求
評価要求

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）

基本方針
設計方針（貯蔵施設）
評価条件（強度）
評価方法（強度）
評価（強度）

18

燃料仮置きラックは，適切なラック間隔を取ることにより，最大容量まで
使用済燃料集合体を収納した場合でも，通常時及び燃料間距離がラック内
で最小となるような厳しい状態等，技術的に見て想定されるいかなる場合
でも未臨界を保つ設計とする。

機能要求②

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
・燃焼度計測前燃料仮置きラック
・燃焼度計測後燃料仮置きラック

設計方針（単一ユニッ
トの臨界安全設計）
設計方針（複数ユニッ
トの臨界安全設計）

19

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーンは，使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋に設置し，キャスクの落下防止のため，つりワイヤの二重化，フックへ
の脱落防止金具取付けを施し，逸走防止のインターロックを設けるととも
に，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ機構を有する設計
とする。
また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーンは，脱輪防止装置を設
け，地震時にも落下することのない設計とするとともに，燃料貯蔵プール
上及び燃料仮置きピット上を通過しない配置とし，万一のキャスクの落下
の場合にも燃料貯蔵プ－ルの機能を喪失しないようにする設計とする。
燃料取出し装置は，使用済燃料集合体落下を防止するために，つりワイヤ
を二重化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，電源喪失時又はつか
み具駆動用の空気源喪失時にも使用済燃料集合体が落下することのない
フェイルセイフ機構を有する設計とする。
また，燃料取出し装置は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に
行うため使用済燃料集合体のつり上げ高さを６ｍ以下とし，使用済燃料集
合体のつかみ不良時及び荷重異常時のつり上げ防止，逸走防止のインター
ロックを設ける設計とする。

機能要求①

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレ－ン
・燃料取出し装置

基本方針
設計方針

20

1.1.1.4　使用済燃料輸送容器返却準備設備
使用済燃料輸送容器返却準備設備は，使用済燃料取出し後の空のキャスク
の返却に先立ち，キャスク外面の除染，内部水の排水，キャスク内部の確
認，気密漏えい検査及び汚染検査を行う設計とする。
また，必要に応じて使用済燃料輸送容器返却準備設備にて保守を行うこと
ができる設計とする。

設置要求

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器返却
準備設備）
（許可文中、第3-1図）

基本方針
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1.1.1.5　使用済燃料輸送容器保守設備
使用済燃料輸送容器保守設備は，保守室天井クレーン，除染移送台車及び
除染室天井クレーンで構成する。
使用済燃料輸送容器保守設備では，空使用済燃料輸送容器保管庫又は使用
済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫から使用済燃料輸送容器管理建屋の
保守エリアに空のキャスクを搬入し，空のキャスクを保守する設計とす
る。
保守に当たっては，放射線業務従事者の被ばくの低減を考慮し，必要に応
じ，使用済燃料輸送容器管理建屋の除染エリアでキャスク内面及び内部構
造物の除染を行うことができる設計とする。

設置要求

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器保守
設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）

基本方針
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1.2　使用済燃料の貯蔵施設
使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料貯蔵設備１系列（一部２系列）で構
成する。
1.2.1　使用済燃料貯蔵設備
使用済燃料貯蔵設備は，燃料移送設備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設備，
プール水浄化・冷却設備，補給水設備，代替注水設備，スプレイ設備，漏
えい抑制設備，臨界防止設備及び監視設備で構成する。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）
（許可文中、第3-2表、第3-13図）

※SA設備は第42条の別紙に示す。

基本方針
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1.2.1.1　燃料移送設備
燃料移送設備は，燃料移送水路及び燃料移送水中台車で構成する。
燃料移送設備は，バスケットに収納された使用済燃料集合体又は燃料収納
缶に収納された使用済燃料集合体の燃料取出し設備，燃料貯蔵設備間の移
送及び燃料貯蔵設備，燃料送出し設備間の移送を行う設計とする。 設置要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）

基本方針
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燃料移送水中台車は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に行う
ため逸走防止のインターロックを設けるとともに，転倒し難い設計とす
る。

機能要求①

使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
・燃料移送水中台車

基本方針
設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計
【Ⅵ-1-2-1　3.評価】
防染バケットの強度設計

△ 基本方針 ― ― ―

<ラック/ピット
/棚>
・臨界管理（核
的制限値等）
・主要寸法
・主要材料

Ⅰ　核燃料物質の臨界防止に関する説明書
既設工認の設計から変更なし
（第4条「核燃料物質の臨界防止」の添付書類で
記載する。）

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

Ⅵ-1-1-10　搬送設備に関する説明書
既設工認の設計から変更なし
（第18条「搬送設備」の添付書類で記載する。）

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

Ⅵ-1-1-10　搬送設備に関する説明書
既設工認の設計から変更なし
（第18条「搬送設備」の添付書類で記載する。）

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

486



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第19条　使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
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1.2.1.2　燃料貯蔵設備
燃料貯蔵設備は，燃料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料用，ＰＷＲ燃料用並びにＢ
ＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料用），チャンネルボックス・バーナブルポイズン
取扱ピット（チャンネルボックス（以下「ＣＢ」という。）用，バーナブ
ルポイズン（以下「ＢＰ」という。）用並びにチャンネルボックス及び
バーナブルポイズン（以下「ＣＢ・ＢＰ」という。）用），低残留濃縮度
燃料貯蔵ラック，高残留濃縮度燃料貯蔵ラック，燃料取扱装置及び燃料収
納缶で構成する。
燃料貯蔵設備は，燃料取出し設備から移送した使用済燃料集合体を１体ず
つ燃料取扱装置を用いてバスケットから取り出す設計とする。
平均濃縮度が2.0ｗｔ％以下のものは，燃料貯蔵プールの低残留濃縮度燃
料貯蔵ラックに収納し，貯蔵する設計とする。
平均濃縮度が2.0ｗｔ％を超えるもの及び著しい漏えいのある破損燃料
は，燃料収納缶に収納した状態で移送し，燃料貯蔵プールの高残留濃縮度
燃料貯蔵ラックに収納し，貯蔵する設計とする。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）

基本方針
設計方針（貯蔵施設）
評価条件（強度）
評価方法（強度）
評価（強度）

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計
【Ⅵ-1-2-1　3.評価】
燃料収納缶の強度設計

― ― ― ― ―
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ＢＷＲ使用済燃料集合体は，せん断前の処理のためチャンネルボックス・
バーナブルポイズン取扱ピット（ＣＢ用）又はチャンネルボックス・バー
ナブルポイズン取扱ピット（ＣＢ・ＢＰ用）へ移送し，ＣＢを取り外した
後，燃料貯蔵ラックへ戻す設計とする。
ＰＷＲ使用済燃料集合体のＢＰは，せん断前の処理のために燃料貯蔵プ－
ルで燃料取扱装置を用いて取り外し，チャンネルボックス・バーナブルポ
イズン取扱ピット（ＢＰ用）又はチャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン取扱ピット（ＣＢ・ＢＰ用）へ移送する設計とする。
取り外したＣＢ・ＢＰは，チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱
ピットにおいて固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄物処理設備（使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋）を用いて切断，減容した後，容器に詰め，燃
料取出しピットへ移送し，運搬容器に収納し，トレーラトラックで低レベ
ル固体廃棄物処理設備（チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋）へ移送する設計とする。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―
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燃料貯蔵ラックは，適切な燃料間隔をとることにより，最大容量まで使用
済燃料集合体を収納した場合に，通常時及び燃料間距離がラック内で最小
となるような厳しい状態等，技術的に見て想定されるいかなる場合でも未
臨界に保つ設計とする。

機能要求②

使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
・低残留濃縮度燃料貯蔵ラック
・高残留濃縮度燃料貯蔵ラック

設計方針（単一ユニッ
トの臨界安全設計）
設計方針（複数ユニッ
トの臨界安全設計）

Ⅰ　核燃料物質の臨界防止に関する説明書
既設工認の設計から変更なし
（第4条「核燃料物質の臨界防止」の添付書類で
記載する。）

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計
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燃料取扱装置は，使用済燃料集合体落下を防止するために，つりワイヤを
二重化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，電源喪失時及びつかみ
具駆動用の空気源喪失時にも使用済燃料集合体が落下することのないフェ
イルセイフ機構を有する設計とする。
また，燃料取扱装置は遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に行う
ため使用済燃料集合体のつり上げ高さを６ｍ以下とし，燃料のつかみ不良
又は荷重異常時のつり上げ防止及び逸走防止のインターロックを設ける設
計とする。

機能要求①

使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
・燃料取扱装置

基本方針
設計方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

Ⅵ-1-1-10　搬送設備に関する説明書
既設工認の設計から変更なし
（第18条「搬送設備」の添付書類で記載する。）

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―
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1.2.1.3　燃料送出し設備
燃料送出し設備は，燃料送出しピット，バスケット（ＢＷＲ燃料用及びＰ
ＷＲ燃料用），バスケット仮置き架台（実入り用及び空用），バスケット
取扱装置及びバスケット搬送機で構成する。
燃料送出し設備は，バスケットに収納され，燃料送出しピットに移送され
た使用済燃料集合体を，バスケット単位でバスケット仮置き架台に一時仮
置きした後，せん断処理施設に送り出す設計とする。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）

基本方針
設計方針（貯蔵施設）
評価条件（強度）
評価方法（強度）
評価（強度）

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計
【Ⅵ-1-2-1　3.評価】
バスケットの強度設計 ― ― ― ― ―
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バスケット及びバスケット仮置き架台は，適切な燃料間隔をとることによ
り，最大容量まで使用済燃料集合体を収納した場合に，通常時及び燃料間
距離がラック内で最小となるような厳しい状態等，技術的に見て想定され
るいかなる場合でも未臨界に保つ設計とする。

機能要求②

使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
・バスケット（ＢＷＲ燃料用及びＰＷＲ燃料用）
・バスケット仮置き架台（実入り用及び空用）

設計方針（単一ユニッ
トの臨界安全設計）
設計方針（複数ユニッ
トの臨界安全設計）

Ⅰ　核燃料物質の臨界防止に関する説明書
既設工認の設計から変更なし
（第4条「核燃料物質の臨界防止」の添付書類で
記載する。）

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計
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バスケット取扱装置は，使用済燃料集合体落下を防止するために，つり上
げ機構を二重化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，電源喪失時又
はつかみ具駆動用の空気源喪失時にもバスケットが落下することのない
フェイルセイフ機構を有する設計とする。
また，バスケット取扱装置は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確
実に行うためバスケットのつり上げ高さを0.35ｍ以下とし，バスケット落
下防止のインターロックを設ける設計とする。
バスケット搬送機は，つり上げ機構を二重化し，電源喪失時にもバスケッ
トが下降しない設計とする。
また，バスケット搬送機は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実
に行うため転倒防止及び逸走防止のインターロックを設ける設計とする。

機能要求①

使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
・バスケット取扱装置
・バスケット搬送機

基本方針
設計方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

Ⅵ-1-1-10　搬送設備に関する説明書
既設工認の設計から変更なし
（第18条「搬送設備」の添付書類で記載する。）

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

32

1.2.1.4　プール水浄化・冷却設備
プール水浄化・冷却設備は，プール水冷却系及びプール水浄化系で構成す
る。
プール水冷却系は，熱交換器及びポンプで構成する。
プール水浄化系は，ろ過装置，脱塩装置及びポンプで構成する。
プール水浄化・冷却設備は，使用済燃料から発生する崩壊熱を熱交換器で
除去し，燃料貯蔵プール・ピット等の水を冷却するとともに，ろ過及び脱
塩して，水の純度及び透明度を維持する設計とする。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）

基本方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

33

1.2.1.5　補給水設備
補給水設備は，補給水槽及びポンプで構成する。
補給水設備は，補給水槽に貯蔵した水を燃料取出し準備設備，プール水浄
化系，燃料貯蔵プール・ピット等，燃焼度計測装置，液体廃棄物の廃棄施
設（低レベル廃液処理設備の一部）及び固体廃棄物の廃棄施設（廃樹脂貯
蔵系の一部）に補給する設計とする。
補給水槽には，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系で処理し
た水を回収・貯蔵するとともに，その他再処理設備の附属施設の純水貯槽
から純水を必要に応じ補給する設計とする。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）
（許可文中、第3-2表、第3-13図）

基本方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第19条　使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

25

1.2.1.2　燃料貯蔵設備
燃料貯蔵設備は，燃料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料用，ＰＷＲ燃料用並びにＢ
ＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料用），チャンネルボックス・バーナブルポイズン
取扱ピット（チャンネルボックス（以下「ＣＢ」という。）用，バーナブ
ルポイズン（以下「ＢＰ」という。）用並びにチャンネルボックス及び
バーナブルポイズン（以下「ＣＢ・ＢＰ」という。）用），低残留濃縮度
燃料貯蔵ラック，高残留濃縮度燃料貯蔵ラック，燃料取扱装置及び燃料収
納缶で構成する。
燃料貯蔵設備は，燃料取出し設備から移送した使用済燃料集合体を１体ず
つ燃料取扱装置を用いてバスケットから取り出す設計とする。
平均濃縮度が2.0ｗｔ％以下のものは，燃料貯蔵プールの低残留濃縮度燃
料貯蔵ラックに収納し，貯蔵する設計とする。
平均濃縮度が2.0ｗｔ％を超えるもの及び著しい漏えいのある破損燃料
は，燃料収納缶に収納した状態で移送し，燃料貯蔵プールの高残留濃縮度
燃料貯蔵ラックに収納し，貯蔵する設計とする。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）

基本方針
設計方針（貯蔵施設）
評価条件（強度）
評価方法（強度）
評価（強度）

26

ＢＷＲ使用済燃料集合体は，せん断前の処理のためチャンネルボックス・
バーナブルポイズン取扱ピット（ＣＢ用）又はチャンネルボックス・バー
ナブルポイズン取扱ピット（ＣＢ・ＢＰ用）へ移送し，ＣＢを取り外した
後，燃料貯蔵ラックへ戻す設計とする。
ＰＷＲ使用済燃料集合体のＢＰは，せん断前の処理のために燃料貯蔵プ－
ルで燃料取扱装置を用いて取り外し，チャンネルボックス・バーナブルポ
イズン取扱ピット（ＢＰ用）又はチャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン取扱ピット（ＣＢ・ＢＰ用）へ移送する設計とする。
取り外したＣＢ・ＢＰは，チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱
ピットにおいて固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄物処理設備（使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋）を用いて切断，減容した後，容器に詰め，燃
料取出しピットへ移送し，運搬容器に収納し，トレーラトラックで低レベ
ル固体廃棄物処理設備（チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋）へ移送する設計とする。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）

基本方針

27

燃料貯蔵ラックは，適切な燃料間隔をとることにより，最大容量まで使用
済燃料集合体を収納した場合に，通常時及び燃料間距離がラック内で最小
となるような厳しい状態等，技術的に見て想定されるいかなる場合でも未
臨界に保つ設計とする。

機能要求②

使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
・低残留濃縮度燃料貯蔵ラック
・高残留濃縮度燃料貯蔵ラック

設計方針（単一ユニッ
トの臨界安全設計）
設計方針（複数ユニッ
トの臨界安全設計）

28

燃料取扱装置は，使用済燃料集合体落下を防止するために，つりワイヤを
二重化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，電源喪失時及びつかみ
具駆動用の空気源喪失時にも使用済燃料集合体が落下することのないフェ
イルセイフ機構を有する設計とする。
また，燃料取扱装置は遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に行う
ため使用済燃料集合体のつり上げ高さを６ｍ以下とし，燃料のつかみ不良
又は荷重異常時のつり上げ防止及び逸走防止のインターロックを設ける設
計とする。

機能要求①

使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
・燃料取扱装置

基本方針
設計方針

29

1.2.1.3　燃料送出し設備
燃料送出し設備は，燃料送出しピット，バスケット（ＢＷＲ燃料用及びＰ
ＷＲ燃料用），バスケット仮置き架台（実入り用及び空用），バスケット
取扱装置及びバスケット搬送機で構成する。
燃料送出し設備は，バスケットに収納され，燃料送出しピットに移送され
た使用済燃料集合体を，バスケット単位でバスケット仮置き架台に一時仮
置きした後，せん断処理施設に送り出す設計とする。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）

基本方針
設計方針（貯蔵施設）
評価条件（強度）
評価方法（強度）
評価（強度）

30

バスケット及びバスケット仮置き架台は，適切な燃料間隔をとることによ
り，最大容量まで使用済燃料集合体を収納した場合に，通常時及び燃料間
距離がラック内で最小となるような厳しい状態等，技術的に見て想定され
るいかなる場合でも未臨界に保つ設計とする。

機能要求②

使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
・バスケット（ＢＷＲ燃料用及びＰＷＲ燃料用）
・バスケット仮置き架台（実入り用及び空用）

設計方針（単一ユニッ
トの臨界安全設計）
設計方針（複数ユニッ
トの臨界安全設計）

31

バスケット取扱装置は，使用済燃料集合体落下を防止するために，つり上
げ機構を二重化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，電源喪失時又
はつかみ具駆動用の空気源喪失時にもバスケットが落下することのない
フェイルセイフ機構を有する設計とする。
また，バスケット取扱装置は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確
実に行うためバスケットのつり上げ高さを0.35ｍ以下とし，バスケット落
下防止のインターロックを設ける設計とする。
バスケット搬送機は，つり上げ機構を二重化し，電源喪失時にもバスケッ
トが下降しない設計とする。
また，バスケット搬送機は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実
に行うため転倒防止及び逸走防止のインターロックを設ける設計とする。

機能要求①

使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
・バスケット取扱装置
・バスケット搬送機

基本方針
設計方針

32

1.2.1.4　プール水浄化・冷却設備
プール水浄化・冷却設備は，プール水冷却系及びプール水浄化系で構成す
る。
プール水冷却系は，熱交換器及びポンプで構成する。
プール水浄化系は，ろ過装置，脱塩装置及びポンプで構成する。
プール水浄化・冷却設備は，使用済燃料から発生する崩壊熱を熱交換器で
除去し，燃料貯蔵プール・ピット等の水を冷却するとともに，ろ過及び脱
塩して，水の純度及び透明度を維持する設計とする。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）

基本方針

33

1.2.1.5　補給水設備
補給水設備は，補給水槽及びポンプで構成する。
補給水設備は，補給水槽に貯蔵した水を燃料取出し準備設備，プール水浄
化系，燃料貯蔵プール・ピット等，燃焼度計測装置，液体廃棄物の廃棄施
設（低レベル廃液処理設備の一部）及び固体廃棄物の廃棄施設（廃樹脂貯
蔵系の一部）に補給する設計とする。
補給水槽には，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系で処理し
た水を回収・貯蔵するとともに，その他再処理設備の附属施設の純水貯槽
から純水を必要に応じ補給する設計とする。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）
（許可文中、第3-2表、第3-13図）

基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計
【Ⅵ-1-2-1　3.評価】
燃料収納缶の強度設計

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ―

<ラック/ピット
/棚>
・臨界管理（核
的制限値等）
・主要寸法
・主要材料

Ⅰ　核燃料物質の臨界防止に関する説明書
既設工認の設計から変更なし
（第4条「核燃料物質の臨界防止」の添付書類で
記載する。）

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

Ⅵ-1-1-10　搬送設備に関する説明書
既設工認の設計から変更なし
（第18条「搬送設備」の添付書類で記載する。）

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計
【Ⅵ-1-2-1　3.評価】
バスケットの強度設計

△ 基本方針 基本方針 ― ―

<ラック/ピット
/棚>
・臨界管理（核
的制限値等）
・主要寸法
・主要材料

Ⅰ　核燃料物質の臨界防止に関する説明書
既設工認の設計から変更なし
（第4条「核燃料物質の臨界防止」の添付書類で
記載する。）

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

Ⅵ-1-1-10　搬送設備に関する説明書
既設工認の設計から変更なし
（第18条「搬送設備」の添付書類で記載する。）

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十九条 使用済燃料の貯蔵施設等 第2項）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第2章　個別項目
3.　製品貯蔵施設
　製品貯蔵施設の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通
項目の「1.　核燃料物質の臨界防止」，「2.　地盤」，「3.　自然現象
等」，「4.　閉じ込めの機能」，「5.　火災等による損傷の防止」，「6.
再処理施設内における溢水による損傷の防止」，「7.　再処理施設内にお
ける化学薬品の漏えいによる損傷の防止」，「8.　遮蔽」及び「9.　設備
に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 － － － － － － － － －

2

　製品貯蔵施設は，脱硝施設のウラン脱硝設備で処理したウラン酸化物
（以下「UO3」という。）粉末を受け入れ，貯蔵するウラン酸化物貯蔵設

備及び脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備で処理したウラン・
プルトニウム混合酸化物（UO2・PuO2，以下「MOX」という。）粉末 を受

け入れ，貯蔵するウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備で構成し，ウ
ラン酸化物貯蔵設備は，ウラン酸化物貯蔵建屋に収納し，ウラン・プルト
ニウム混合酸化物貯蔵設備は，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
に収納する設計とする。

設置要求

・ウラン酸化物貯蔵設備
(許可文中，第5.2-1表）
・ウラン酸化物貯蔵建屋
・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
（許可文中，第5.3-1表）
・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

基本方針
Ⅵ－１－３　製品貯蔵施設に関する説明書
2.　基本方針
2.1　製品貯蔵施設

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
製品貯蔵施設の構成及び設計について説明する。

－ － － － －

3
　ウラン酸化物貯蔵建屋は，地上2階，地下2階の建物とする設計とする。
　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋は，地上1階，地下4階の建物
とする設計とする。

設置要求
・ウラン酸化物貯蔵建屋
・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

基本方針
Ⅵ－１－３　製品貯蔵施設に関する説明書
2.　基本方針
2.1　製品貯蔵施設

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
製品貯蔵施設の構成及び設計について説明する。

－ － － － －

4
　製品貯蔵施設は，製品を貯蔵するために必要な容量を有する設計とす
る。

機能要求②

・ウラン酸化物貯蔵設備のうちウラン酸化物貯蔵
容器，貯蔵バスケット，貯蔵バスケット貯蔵エリ
ア
・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備のう
ち貯蔵ホール，混合酸化物貯蔵容器，粉末缶

設計方針（容量）
Ⅵ－１－３　製品貯蔵施設に関する説明書
2.　基本方針
2.1　製品貯蔵施設

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
製品貯蔵施設の構成及び設計について説明する。

－ － － － －

5

　製品貯蔵施設のうち，ウラン酸化物貯蔵設備は，崩壊熱除去のための常
時冷却は不要であり，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，多重
化された排風機で強制冷却することにより，必要な崩壊熱除去を行う設計
とする。
　なお，崩壊熱除去に必要な排風機を設置する系統に関する設計方針につ
いては，第2章　個別項目の「5.　放射性廃棄物の廃棄施設」の「5.1.4
換気設備」に示す。

機能要求②
評価要求

換気設備（ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋排気系の貯蔵室からの排気系）

設計方針（崩壊熱除
去）
評価条件（崩壊熱除
去）
評価方法（崩壊熱除
去）
評価(崩壊熱除去)

Ⅵ－１－３　製品貯蔵施設に関する説明書
2.　基本方針
2.1　製品貯蔵施設の基本方針
2.1.1　崩壊熱除去

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
【2.1.1　崩壊熱除去】
・製品貯蔵施設の崩壊熱除去に関する設計につい
て説明する。
・製品貯蔵容器の崩壊熱除去の評価については，
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の
技術基準への適合に関する説明書」）から変更な
し。

－ － － － －

6

　ウラン酸化物貯蔵設備及びウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の
臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想定されるいかなる場合で
も，形状寸法管理，質量管理及び同位体組成管理並びにこれらの組合せに
より，単一ユニットとして臨界を防止できる設計とする。
　ウラン酸化物貯蔵設備の単一ユニットは，中性子吸収材管理を組み合わ
せて適切に配置すること，また，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設
備の単一ユニットは，適切に配置することにより，複数ユニットとして臨
界を防止できる設計とする。

機能要求②

以下の設備の臨界安全管理表に記載されている機
器
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備

基本方針
設計方針（単一ユニッ
トの臨界安全設計）
設計方針（複数ユニッ
トの臨界安全設計）

Ⅰ　核燃料物質の臨界防止に関する説明書
（第４条「核燃料物質の臨界防止」の添付書類で
記載する。）

- - - - - -

7

　ウラン酸化物貯蔵設備は，UO3粉末をウラン酸化物貯蔵容器に封入する
ことにより，閉じ込め機能を確保できる設計とする。
　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，ＭＯＸ粉末充てん済みの
粉末缶を混合酸化物貯蔵容器に封入することにより，閉じ込め機能を確保
できる設計とする。

機能要求②
ウラン酸化物貯蔵容器
混合酸化物貯蔵容器

基本方針
設計方針（閉じ込め）

Ⅵ－１－１－２　再処理施設の閉じ込めの機能に
関する説明書
（第10条「閉じ込めの機能」の添付書類で記載す
る。）

－ － － － － －

8

3.1　ウラン酸化物貯蔵設備
　ウラン酸化物貯蔵設備は, 脱硝施設のウラン脱硝設備からUO3粉末を封

入したウラン酸化物貯蔵容器を受け入れ，貯蔵容器搬送台車及び昇降リフ
トで搬送し，移載クレーンで貯蔵バスケットに収納後，バスケット搬送台
車及び昇降リフトで搬送し，貯蔵室クレーンで貯蔵室に貯蔵する設計とす
る。
　UO3粉末を封入したウラン酸化物貯蔵容器を他施設へ払い出す場合は，

貯蔵室クレーン，バスケット搬送台車及び昇降リフトを用いてトラック
ヤードから払い出す設計とする。

設置要求
ウラン酸化物貯蔵設備
(許可文中，第5.2-1表）

基本方針

Ⅵ－１－３　製品貯蔵施設に関する説明書
2.　基本方針
2.1　製品貯蔵施設
2.1.2　ウラン酸化物貯蔵設備

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
【2.1.2　ウラン酸化物貯蔵設備】
ウラン酸化物貯蔵設備の主な系統構成について説
明する。

－ － － － －

9

　ウラン脱硝設備から受け入れた一部のUO3粉末及び貯蔵室に貯蔵した一

部のUO3粉末は，貯蔵容器取扱室で一時保管した後，脱硝塔内の流動層を

形成するため，又はUO3溶解槽で溶解するため，脱硝施設のウラン脱硝設

備に移送する設計とする。
　貯蔵室に貯蔵した一部のUO3粉末は，保障措置検査のため貯蔵容器取扱

室へ移送した後，再度貯蔵室に貯蔵する設計とする。また，貯蔵室に貯蔵
した空き容量を有する貯蔵バスケットは，搬送室へ移送し，UO3粉末を封

入したウラン酸化物貯蔵容器を収納した後，再度貯蔵室に貯蔵する設計と
する。

設置要求
ウラン酸化物貯蔵設備
(許可文中，第5.2-1表）

基本方針

Ⅵ－１－３　製品貯蔵施設に関する説明書
2.　基本方針
2.1　製品貯蔵施設
2.1.2　ウラン酸化物貯蔵設備の基本方針

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
【2.1.2　ウラン酸化物貯蔵設備】
ウラン酸化物貯蔵設備の主な系統構成について説
明する。

－ － － － －

15

3.2　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，脱硝施設のウラン・プル
トニウム混合脱硝設備からMOX粉末充てん済みの粉末缶を封入した混合酸
化物貯蔵容器を受け入れ，貯蔵容器台車，昇降機により搬送し，貯蔵台車
で貯蔵ホールに貯蔵する設計とする。
　混合酸化物貯蔵容器を他施設へ払い出す場合は，貯蔵台車で貯蔵ホール
から取り出し，貯蔵容器台車，昇降機，移載機，払出台車，運搬容器台車
及び天井クレーンを用いてローディングドックから払い出す設計とする。

設置要求
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
（許可文中，第5.3-1表）

基本方針

Ⅵ－１－３　製品貯蔵施設に関する説明書
2.　基本方針
2.1　製品貯蔵施設
2.1.3　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設
備の基本方針

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
【2.1.3　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
設備】
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の主な
系統構成について説明する。

－ － － － －

－－－

　貯蔵容器搬送台車は，ウラン酸化物貯蔵容器１本を軌道上において取り
扱い，ウラン酸化物貯蔵容器が転倒及び落下し難い構造とするとともに，
取り扱い時の搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロック
を設ける設計とする。
　昇降リフトは，貯蔵容器搬送台車１台又はバスケット搬送台車１台を載
せたまま，ウラン酸化物貯蔵建屋内を昇降する設備であり，コンクリート
軀体内を昇降する油圧駆動方式とし，電源喪失時にも荷を保持するフェイ
ルセイフ機構を有する設計とするとともに，運転を安全かつ確実に行うた
め，逸走防止のインターロックを設ける設計とする。
　移載クレーンは，ウラン酸化物貯蔵容器１本をつり上げて取り扱い，ウ
ラン酸化物貯蔵容器の取り扱い時の落下を防止するため，つりワイヤの二
重化を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイルセイフ機
構を有する設計とする。
また，運転を安全かつ確実に行うため，ウラン酸化物貯蔵容器のつり上げ
高さを5ｍ以下とし，つかみ不良時のつり上げ防止及び逸走防止のイン
ターロックを設ける設計とする。
　バスケット搬送台車は，貯蔵バスケット１基を軌道上において取り扱
い，貯蔵バスケットが転倒及び落下し難い構造とするとともに，取り扱い
時の搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロックを設ける
設計とする。
　貯蔵室クレーンは，貯蔵バスケット１基を取り扱い，貯蔵バスケット取
り扱い時の落下を防止するため，つりワイヤの二重化を施すとともに，電
源喪失時にもつり荷を保持するフェイルセイフ機構を有する設計とする。
　また，運転を安全かつ確実に行うため，貯蔵バスケットのつり上げ高さ
を6ｍ以下とし，つかみ不良時のつり上げ防止及び逸走防止のインター
ロックを設ける設計とする。

－－－
Ⅵ－１－１－１０
搬送設備に関する説明書
（第18条「搬送設備」の添付書類で記載する。）

基本方針
設計方針（容量）

貯蔵容器搬送台車
昇降リフト
移載クレーン
バスケット搬送台車
貯蔵室クレーン

機能要求①
機能要求②

10

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

489



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十九条 使用済燃料の貯蔵施設等 第2項）

別紙２

1

第2章　個別項目
3.　製品貯蔵施設
　製品貯蔵施設の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通
項目の「1.　核燃料物質の臨界防止」，「2.　地盤」，「3.　自然現象
等」，「4.　閉じ込めの機能」，「5.　火災等による損傷の防止」，「6.
再処理施設内における溢水による損傷の防止」，「7.　再処理施設内にお
ける化学薬品の漏えいによる損傷の防止」，「8.　遮蔽」及び「9.　設備
に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 － －

2

　製品貯蔵施設は，脱硝施設のウラン脱硝設備で処理したウラン酸化物
（以下「UO3」という。）粉末を受け入れ，貯蔵するウラン酸化物貯蔵設

備及び脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備で処理したウラン・
プルトニウム混合酸化物（UO2・PuO2，以下「MOX」という。）粉末 を受

け入れ，貯蔵するウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備で構成し，ウ
ラン酸化物貯蔵設備は，ウラン酸化物貯蔵建屋に収納し，ウラン・プルト
ニウム混合酸化物貯蔵設備は，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
に収納する設計とする。

設置要求

・ウラン酸化物貯蔵設備
(許可文中，第5.2-1表）
・ウラン酸化物貯蔵建屋
・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
（許可文中，第5.3-1表）
・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

基本方針

3
　ウラン酸化物貯蔵建屋は，地上2階，地下2階の建物とする設計とする。
　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋は，地上1階，地下4階の建物
とする設計とする。

設置要求
・ウラン酸化物貯蔵建屋
・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

基本方針

4
　製品貯蔵施設は，製品を貯蔵するために必要な容量を有する設計とす
る。

機能要求②

・ウラン酸化物貯蔵設備のうちウラン酸化物貯蔵
容器，貯蔵バスケット，貯蔵バスケット貯蔵エリ
ア
・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備のう
ち貯蔵ホール，混合酸化物貯蔵容器，粉末缶

設計方針（容量）

5

　製品貯蔵施設のうち，ウラン酸化物貯蔵設備は，崩壊熱除去のための常
時冷却は不要であり，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，多重
化された排風機で強制冷却することにより，必要な崩壊熱除去を行う設計
とする。
　なお，崩壊熱除去に必要な排風機を設置する系統に関する設計方針につ
いては，第2章　個別項目の「5.　放射性廃棄物の廃棄施設」の「5.1.4
換気設備」に示す。

機能要求②
評価要求

換気設備（ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋排気系の貯蔵室からの排気系）

設計方針（崩壊熱除
去）
評価条件（崩壊熱除
去）
評価方法（崩壊熱除
去）
評価(崩壊熱除去)

6

　ウラン酸化物貯蔵設備及びウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の
臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想定されるいかなる場合で
も，形状寸法管理，質量管理及び同位体組成管理並びにこれらの組合せに
より，単一ユニットとして臨界を防止できる設計とする。
　ウラン酸化物貯蔵設備の単一ユニットは，中性子吸収材管理を組み合わ
せて適切に配置すること，また，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設
備の単一ユニットは，適切に配置することにより，複数ユニットとして臨
界を防止できる設計とする。

機能要求②

以下の設備の臨界安全管理表に記載されている機
器
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備

基本方針
設計方針（単一ユニッ
トの臨界安全設計）
設計方針（複数ユニッ
トの臨界安全設計）

7

　ウラン酸化物貯蔵設備は，UO3粉末をウラン酸化物貯蔵容器に封入する
ことにより，閉じ込め機能を確保できる設計とする。
　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，ＭＯＸ粉末充てん済みの
粉末缶を混合酸化物貯蔵容器に封入することにより，閉じ込め機能を確保
できる設計とする。

機能要求②
ウラン酸化物貯蔵容器
混合酸化物貯蔵容器

基本方針
設計方針（閉じ込め）

8

3.1　ウラン酸化物貯蔵設備
　ウラン酸化物貯蔵設備は, 脱硝施設のウラン脱硝設備からUO3粉末を封

入したウラン酸化物貯蔵容器を受け入れ，貯蔵容器搬送台車及び昇降リフ
トで搬送し，移載クレーンで貯蔵バスケットに収納後，バスケット搬送台
車及び昇降リフトで搬送し，貯蔵室クレーンで貯蔵室に貯蔵する設計とす
る。
　UO3粉末を封入したウラン酸化物貯蔵容器を他施設へ払い出す場合は，

貯蔵室クレーン，バスケット搬送台車及び昇降リフトを用いてトラック
ヤードから払い出す設計とする。

設置要求
ウラン酸化物貯蔵設備
(許可文中，第5.2-1表）

基本方針

9

　ウラン脱硝設備から受け入れた一部のUO3粉末及び貯蔵室に貯蔵した一

部のUO3粉末は，貯蔵容器取扱室で一時保管した後，脱硝塔内の流動層を

形成するため，又はUO3溶解槽で溶解するため，脱硝施設のウラン脱硝設

備に移送する設計とする。
　貯蔵室に貯蔵した一部のUO3粉末は，保障措置検査のため貯蔵容器取扱

室へ移送した後，再度貯蔵室に貯蔵する設計とする。また，貯蔵室に貯蔵
した空き容量を有する貯蔵バスケットは，搬送室へ移送し，UO3粉末を封

入したウラン酸化物貯蔵容器を収納した後，再度貯蔵室に貯蔵する設計と
する。

設置要求
ウラン酸化物貯蔵設備
(許可文中，第5.2-1表）

基本方針

15

3.2　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，脱硝施設のウラン・プル
トニウム混合脱硝設備からMOX粉末充てん済みの粉末缶を封入した混合酸
化物貯蔵容器を受け入れ，貯蔵容器台車，昇降機により搬送し，貯蔵台車
で貯蔵ホールに貯蔵する設計とする。
　混合酸化物貯蔵容器を他施設へ払い出す場合は，貯蔵台車で貯蔵ホール
から取り出し，貯蔵容器台車，昇降機，移載機，払出台車，運搬容器台車
及び天井クレーンを用いてローディングドックから払い出す設計とする。

設置要求
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
（許可文中，第5.3-1表）

基本方針

　貯蔵容器搬送台車は，ウラン酸化物貯蔵容器１本を軌道上において取り
扱い，ウラン酸化物貯蔵容器が転倒及び落下し難い構造とするとともに，
取り扱い時の搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロック
を設ける設計とする。
　昇降リフトは，貯蔵容器搬送台車１台又はバスケット搬送台車１台を載
せたまま，ウラン酸化物貯蔵建屋内を昇降する設備であり，コンクリート
軀体内を昇降する油圧駆動方式とし，電源喪失時にも荷を保持するフェイ
ルセイフ機構を有する設計とするとともに，運転を安全かつ確実に行うた
め，逸走防止のインターロックを設ける設計とする。
　移載クレーンは，ウラン酸化物貯蔵容器１本をつり上げて取り扱い，ウ
ラン酸化物貯蔵容器の取り扱い時の落下を防止するため，つりワイヤの二
重化を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイルセイフ機
構を有する設計とする。
また，運転を安全かつ確実に行うため，ウラン酸化物貯蔵容器のつり上げ
高さを5ｍ以下とし，つかみ不良時のつり上げ防止及び逸走防止のイン
ターロックを設ける設計とする。
　バスケット搬送台車は，貯蔵バスケット１基を軌道上において取り扱
い，貯蔵バスケットが転倒及び落下し難い構造とするとともに，取り扱い
時の搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロックを設ける
設計とする。
　貯蔵室クレーンは，貯蔵バスケット１基を取り扱い，貯蔵バスケット取
り扱い時の落下を防止するため，つりワイヤの二重化を施すとともに，電
源喪失時にもつり荷を保持するフェイルセイフ機構を有する設計とする。
　また，運転を安全かつ確実に行うため，貯蔵バスケットのつり上げ高さ
を6ｍ以下とし，つかみ不良時のつり上げ防止及び逸走防止のインター
ロックを設ける設計とする。

基本方針
設計方針（容量）

貯蔵容器搬送台車
昇降リフト
移載クレーン
バスケット搬送台車
貯蔵室クレーン

機能要求①
機能要求②

10

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○ － － － － － － －

△ － 基本方針 － － －
Ⅵ－１－３　製品貯蔵施設に関する説明書
2.　基本方針
2.1　製品貯蔵施設

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
製品貯蔵施設の構成及び設計について説明する。

△ － 基本方針 － ー ー
Ⅵ－１－３　製品貯蔵施設に関する説明書
2.　基本方針
2.1　製品貯蔵施設

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
製品貯蔵施設の構成及び設計について説明する。

△ － 基本方針 － －

<建物・構築物
等>
・容量

<運搬・製品容
器>
・容量

<ラック/ピット
/棚>
・容量

Ⅵ－１－３　製品貯蔵施設に関する説明書
2.　基本方針
2.1　製品貯蔵施設

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
製品貯蔵施設の構成及び設計について説明する。

△ － 基本方針 － －

<ファン>
・容量
・原動機

<主配管>
・主要寸法
・主要材料

Ⅵ－１－３　製品貯蔵施設に関する説明書
2.　基本方針
2.1　製品貯蔵施設の基本方針
2.1.1　崩壊熱除去

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
【2.1.1　崩壊熱除去】
・製品貯蔵施設の崩壊熱除去に関する設計につい
て説明する。
・製品貯蔵容器の崩壊熱除去の評価については，
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の
技術基準への適合に関する説明書」）から変更な
し

△ - 基本方針 - - -
Ⅰ　核燃料物質の臨界防止に関する説明書
（第４条「核燃料物質の臨界防止」の添付書類で
記載する。）

-

△ － 基本方針 － － －

Ⅵ－１－１－２　再処理施設の閉じ込めの機能に
関する説明書
（第10条「閉じ込めの機能」の添付書類で記載す
る。）

－

△ － 基本方針 － － －

Ⅵ－１－３　製品貯蔵施設に関する説明書
2.　基本方針
2.1　製品貯蔵施設
2.1.2　ウラン酸化物貯蔵設備

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
【2.1.2　ウラン酸化物貯蔵設備】
ウラン酸化物貯蔵設備の主な系統構成について説
明する。

△ － 基本方針 － － －

Ⅵ－１－３　製品貯蔵施設に関する説明書
2.　基本方針
2.1　製品貯蔵施設
2.1.2　ウラン酸化物貯蔵設備の基本方針

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
【2.1.2　ウラン酸化物貯蔵設備】
ウラン酸化物貯蔵設備の主な系統構成について説
明する。

△ － 基本方針 － － －

Ⅵ－１－３　製品貯蔵施設に関する説明書
2.　基本方針
2.1　製品貯蔵施設
2.1.3　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設
備の基本方針

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
【2.1.3　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
設備】
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の主な
系統構成について説明する。

－
Ⅵ－１－１－１０
搬送設備に関する説明書
（第18条「搬送設備」の添付書類で記載する。）

－－－基本方針－△

第２回

490



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十九条 使用済燃料の貯蔵施設等 第2項）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

16
　貯蔵ホールに貯蔵した一部のMOX粉末は，保障措置検査のため，脱硝施
設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備へ移送した後，再度貯蔵ホールに
貯蔵する設計とする。

設置要求
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
（許可文中，第5.3-1表）

基本方針

Ⅵ－１－３　製品貯蔵施設に関する説明書
2.　基本方針
2.1　製品貯蔵施設
2.1.3　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設
備の基本方針

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
【2.1.3　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
設備】
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の主な
系統構成について説明する。

－ － － － －

17
　粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器は，MOX燃料加工施設と共用し，共用に
よって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備のうち
混合酸化物貯蔵容器，粉末缶

設計方針（共用）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－ － － － － －

－ － － － －

　貯蔵容器台車は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上において取り扱い，
混合酸化物貯蔵容器が転倒し難い構造とするとともに，取り扱い時の搬送
を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロック及び衝突防止のイ
ンターロックを設ける設計とする。
　昇降機は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上においてつり上げて取り扱
い，混合酸化物貯蔵容器の落下を防止するため，つりチェインの二重化を
施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイルセイフ機構を有
する設計とする。
　また，運転を安全かつ確実に行うため，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不
良時のつり上げ防止及び逸走防止のインターロックを設ける設計とする。
　貯蔵台車は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上においてつり上げて取り
扱い，混合酸化物貯蔵容器の取扱い時の落下を防止するため，つりチェイ
ンの二重化を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイルセ
イフ機構を有する設計とする。
　また，運転を安全かつ確実に行うため，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不
良時のつり上げ防止及び逸走防止のインターロックを設ける設計とする。
　移載機は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上においてつり上げて取り扱
い，混合酸化物貯蔵容器の落下を防止するため，つりチェインの二重化を
施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイルセイフ機構を有
する設計とする。
　また，運転を安全かつ確実に行うため，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不
良時のつり上げ防止及び逸走防止のインターロックを設ける設計とする。
　払出台車は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上において取り扱い，混合
酸化物貯蔵容器が転倒し難い構造とするとともに，取り扱い時の搬送を安
全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロックを設ける設計とする。

18
機能要求①
機能要求②

貯蔵容器台車
昇降機
貯蔵台車
移載機
払出台車

基本方針
設計方針（容量）

Ⅵ－１－１－１０
搬送設備に関する説明書
（第18条「搬送設備」の添付書類で記載する。）

－

491



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十九条 使用済燃料の貯蔵施設等 第2項）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

16
　貯蔵ホールに貯蔵した一部のMOX粉末は，保障措置検査のため，脱硝施
設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備へ移送した後，再度貯蔵ホールに
貯蔵する設計とする。

設置要求
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
（許可文中，第5.3-1表）

基本方針

17
　粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器は，MOX燃料加工施設と共用し，共用に
よって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備のうち
混合酸化物貯蔵容器，粉末缶

設計方針（共用）

　貯蔵容器台車は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上において取り扱い，
混合酸化物貯蔵容器が転倒し難い構造とするとともに，取り扱い時の搬送
を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロック及び衝突防止のイ
ンターロックを設ける設計とする。
　昇降機は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上においてつり上げて取り扱
い，混合酸化物貯蔵容器の落下を防止するため，つりチェインの二重化を
施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイルセイフ機構を有
する設計とする。
　また，運転を安全かつ確実に行うため，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不
良時のつり上げ防止及び逸走防止のインターロックを設ける設計とする。
　貯蔵台車は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上においてつり上げて取り
扱い，混合酸化物貯蔵容器の取扱い時の落下を防止するため，つりチェイ
ンの二重化を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイルセ
イフ機構を有する設計とする。
　また，運転を安全かつ確実に行うため，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不
良時のつり上げ防止及び逸走防止のインターロックを設ける設計とする。
　移載機は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上においてつり上げて取り扱
い，混合酸化物貯蔵容器の落下を防止するため，つりチェインの二重化を
施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイルセイフ機構を有
する設計とする。
　また，運転を安全かつ確実に行うため，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不
良時のつり上げ防止及び逸走防止のインターロックを設ける設計とする。
　払出台車は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上において取り扱い，混合
酸化物貯蔵容器が転倒し難い構造とするとともに，取り扱い時の搬送を安
全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロックを設ける設計とする。

18
機能要求①
機能要求②

貯蔵容器台車
昇降機
貯蔵台車
移載機
払出台車

基本方針
設計方針（容量）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ － 基本方針 － － －

Ⅵ－１－３　製品貯蔵施設に関する説明書
2.　基本方針
2.1　製品貯蔵施設
2.1.3　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設
備の基本方針

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
【2.1.3　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
設備】
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の主な
系統構成について説明する。

○ － ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

－
Ⅵ－１－１－１０
搬送設備に関する説明書
（第18条「搬送設備」の添付書類で記載する。）

－△ － 基本方針 － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十条 計測制御設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第２章　個別項目
4.　計測制御系統施設

計測制御系統施設の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共
通項目の「1.核燃料物質の臨界防止」，「2.地盤」，「3.自然現象等」，
「4.閉じ込めの機能」，「5.火災等による損傷の防止」，「6.再処理施設
内における溢水による損傷の防止」，「7.再処理施設内における化学薬品
の漏えいによる損傷の防止」，「9.設備に対する要求」に基づくものとす
る。

冒頭宣言 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2
再処理施設には，安全機能を有する施設の健全性を確保するために必要な
パラメータを制御，監視及び記録するために，計測制御系統施設を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 ― ― ― ― ―

3
計測制御系統施設は，計測制御設備，安全保護回路，制御室及び制御室換
気設備で構成する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

4

計測制御系統施設は，再処理施設の運転時，停止時及び運転時の異常な過
渡変化時において，安全機能を有する施設の健全性を確保するために必要
なパラメータを想定される範囲内に制御できるとともに，想定される範囲
内で監視できる設計とする。

機能要求②
設置要求

計測制御設備
（許可文中、第6.1.2-1、2表、第6.1.2-1～23
図）

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

5
設計基準事故が発生した場合の状況把握及び対策を講ずるために必要なパ
ラメータは，設計基準事故時に想定される環境下において十分な測定範囲
及び期間にわたり監視できる設計とする。

設置要求
機能要求②

計測制御設備
（許可文中、第6.1.2-1、2表、第6.1.2-1～23
図）

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

6
また，設計基準事故時においても確実に記録され，及び当該記録が保存さ
れる設計とする。

設置要求
計測制御設備
（許可文中、第6.1.2-1、2表、第6.1.2-1～23
図）

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

7

4.1　計測制御設備

計測制御設備は，計測制御系として核計装設備及び工程計装設備で構成す
る。

冒頭宣言 基本方針 ― ― ― ― ―

8

核計装設備として，精製施設に供給される溶液中のプルトニウムの濃度を
測定するためのプルトニウム洗浄器のアルファ線の計数率を測定する装置
を設置する設計とする。
工程計装設備として，液体状の中性子吸収材の濃度を測定するための溶解
槽供給硝酸の可溶性中性子吸収材濃度を測定する装置を設置する設計とす
る。
使用済燃料溶解槽内の温度を測定するための溶解槽溶解液温度を測定する
装置を設置する設計とする。
蒸発缶内の温度及び圧力を測定するための第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸気
温度及び第１酸回収系の蒸発缶加熱蒸気圧力を測定する装置を設置する設
計とする。
廃液槽の冷却水の流量及び温度を測定するための凝縮器の出口冷却水流
量，高レベル廃液混合槽及び供給液槽廃液温度を測定する装置を設置する
設計とする。
機器内の溶液の液位を測定するためのプルトニウム濃縮缶液位を測定する
装置を設置する設計とする。
これらの計測装置は計測結果を中央制御室に表示できる設計とする。ま
た，記録は制御室の監視制御盤から帳票として出力し保存できる設計とす
る。

機能要求②
設置要求

計測制御設備
（許可文中、第6.1.2-1、2表、第6.1.2-1～23
図）

制御室（監視制御盤）

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

9

再処理施設の設備の機能の喪失，誤操作その他の要因により再処理施設の
安全性を著しく損なうおそれが生じたとき又は液体状の放射性廃棄物の廃
棄施設から液体状の放射性物質が著しく漏えいするおそれが生じたとき
に，これらを確実に検知して速やかに警報（漏えい液受皿の集液溝の液位
高）を発する装置を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

計測制御設備
（許可文中、第6.1.2-1、2表、第6.1.2-1～23
図）

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏
えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

基本設計方針は既設工認（ホ．計測制御系統施設
の計測制御設備，制御室）より変更無し

【設置及び構成について】
計測制御系統施設の設置及び構成について。

【パラメータの制御，監視に関する設計の基本方
針】
安全機能を有する施設の健全性を確保するために
必要なパラメータの制御，監視に関する設計につ
いて。

【パラメータの環境下における監視に関する設計
の基本方針について】
設計基準事故時に想定される環境下の，測定範囲
及び期間にわたる監視に関する設計について。

【パラメータの記録，保存に関する設計の基本方
針】
対策を講ずるために必要なパラメータの記録，保
存に関する設計について。

【各パラメータの測定機器の設置及び計測結果の
表示，記録，保存に関する設計の基本方針】
・各パラメータを測定する機器の設置に関する設
計について。
・計測結果の表示場所に関する設計について。
・記録，保存に関する設計について。

【警報を発する装置の設置に関する設計の基本方
針】
設備の機能の喪失，誤操作その他の要因，放射性
物質が著しく漏えいするおそれが生じたときに，
確実に検知して速やかに警報を発する装置の設置
に関する設計について。

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十条 計測制御設備）

別紙２

1

第２章　個別項目
4.　計測制御系統施設

計測制御系統施設の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共
通項目の「1.核燃料物質の臨界防止」，「2.地盤」，「3.自然現象等」，
「4.閉じ込めの機能」，「5.火災等による損傷の防止」，「6.再処理施設
内における溢水による損傷の防止」，「7.再処理施設内における化学薬品
の漏えいによる損傷の防止」，「9.設備に対する要求」に基づくものとす
る。

冒頭宣言 ― ―

2
再処理施設には，安全機能を有する施設の健全性を確保するために必要な
パラメータを制御，監視及び記録するために，計測制御系統施設を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針

3
計測制御系統施設は，計測制御設備，安全保護回路，制御室及び制御室換
気設備で構成する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

4

計測制御系統施設は，再処理施設の運転時，停止時及び運転時の異常な過
渡変化時において，安全機能を有する施設の健全性を確保するために必要
なパラメータを想定される範囲内に制御できるとともに，想定される範囲
内で監視できる設計とする。

機能要求②
設置要求

計測制御設備
（許可文中、第6.1.2-1、2表、第6.1.2-1～23
図）

基本方針
設計方針

5
設計基準事故が発生した場合の状況把握及び対策を講ずるために必要なパ
ラメータは，設計基準事故時に想定される環境下において十分な測定範囲
及び期間にわたり監視できる設計とする。

設置要求
機能要求②

計測制御設備
（許可文中、第6.1.2-1、2表、第6.1.2-1～23
図）

基本方針
設計方針

6
また，設計基準事故時においても確実に記録され，及び当該記録が保存さ
れる設計とする。

設置要求
計測制御設備
（許可文中、第6.1.2-1、2表、第6.1.2-1～23
図）

基本方針
設計方針

7

4.1　計測制御設備

計測制御設備は，計測制御系として核計装設備及び工程計装設備で構成す
る。

冒頭宣言 基本方針

8

核計装設備として，精製施設に供給される溶液中のプルトニウムの濃度を
測定するためのプルトニウム洗浄器のアルファ線の計数率を測定する装置
を設置する設計とする。
工程計装設備として，液体状の中性子吸収材の濃度を測定するための溶解
槽供給硝酸の可溶性中性子吸収材濃度を測定する装置を設置する設計とす
る。
使用済燃料溶解槽内の温度を測定するための溶解槽溶解液温度を測定する
装置を設置する設計とする。
蒸発缶内の温度及び圧力を測定するための第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸気
温度及び第１酸回収系の蒸発缶加熱蒸気圧力を測定する装置を設置する設
計とする。
廃液槽の冷却水の流量及び温度を測定するための凝縮器の出口冷却水流
量，高レベル廃液混合槽及び供給液槽廃液温度を測定する装置を設置する
設計とする。
機器内の溶液の液位を測定するためのプルトニウム濃縮缶液位を測定する
装置を設置する設計とする。
これらの計測装置は計測結果を中央制御室に表示できる設計とする。ま
た，記録は制御室の監視制御盤から帳票として出力し保存できる設計とす
る。

機能要求②
設置要求

計測制御設備
（許可文中、第6.1.2-1、2表、第6.1.2-1～23
図）

制御室（監視制御盤）

基本方針
設計方針

9

再処理施設の設備の機能の喪失，誤操作その他の要因により再処理施設の
安全性を著しく損なうおそれが生じたとき又は液体状の放射性廃棄物の廃
棄施設から液体状の放射性物質が著しく漏えいするおそれが生じたとき
に，これらを確実に検知して速やかに警報（漏えい液受皿の集液溝の液位
高）を発する装置を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

計測制御設備
（許可文中、第6.1.2-1、2表、第6.1.2-1～23
図）

基本方針
設計方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

〇 ― ― ― ― ― ― ―

△ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏
えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

基本設計方針は既設工認（ホ．計測制御系統施設
の計測制御設備）より変更無し

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏
えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

基本設計方針は既設工認（ホ．計測制御系統施設
の計測制御設備，制御室）より変更無し

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 基本方針 ― ―

<計測装置>
・計測範囲
・警報動作範囲

<インターロッ
ク>
・設定値

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏
えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

基本設計方針は既設工認（ホ．計測制御系統施設
の計測制御設備）より変更無し

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 基本方針 ― ―

<計測装置>
・計測範囲
・警報動作範囲

<インターロッ
ク>
・設定値

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏
えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

基本設計方針は既設工認（ホ．計測制御系統施設
の計測制御設備）より変更無し

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏
えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

基本設計方針は既設工認（ホ．計測制御系統施設
の計測制御設備，制御室）より変更無し

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏
えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

基本設計方針は既設工認（ホ．計測制御系統施設
の計測制御設備）より変更無し

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ―
<計測装置>
・計測範囲
・警報動作範囲

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

基本設計方針は既設工認（ホ．計測制御系統施設
の計測制御設備，制御室）より変更無し

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ―
<計測装置>
・計測範囲
・警報動作範囲

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

基本設計方針は既設工認（ホ．計測制御系統施設
の計測制御設備）より変更無し

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1
第２章　個別項目
6.　放射線管理施設

－ － － － － － － － － －

2

放射線管理施設の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通
項目の「1. 核燃料物質の臨界防止」，「2. 地盤」，「3. 自然現象
等」，「5. 火災等による損傷の防止」，「6. 再処理施設内における溢水
による損傷の防止」，「7. 再処理施設内における化学薬品の漏えいによ
る損傷の防止」及び「9. 設備に対する要求事項」に基づくものとする。

冒頭宣言 － 基本方針 － － － － － － －

3

放射線管理施設には，放射線から放射線業務従事者及び管理区域に一時的
に立ち入る者（以下「放射線業務従事者等」という。）を防護するため，
放射線業務従事者等の出入管理，汚染管理，除染等を行うための放射線監
視設備，試料分析関係設備，出入管理関係設備及び個人管理用設備を設置
し，放射線被ばくを監視及び管理する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

・設計基準対象設備として設ける設備の概要を説
明する。

－ － － － －

4

また，放射線管理に必要な情報として管理区域における空間線量，空気中
の放射性物質の濃度及び床面等の放射性物質の表面密度を，中央制御室そ
の他該当情報を伝達する必要がある場所に表示できる設備（安全機能を有
する施設に属するものに限る。）を設ける設計とするとともに，表示に係
る運用を保安規定に定めて管理する。

冒頭宣言
運用要求

基本方針
施設共通　基本設計方針

基本方針

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

Ⅵ-1-7-3 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

・屋内モニタリング設備及び試料分析関係設備に
よる測定結果の表示について説明する。

－ － － － －

5

放射線管理施設には，再処理施設の運転時，停止時，運転時の異常な過渡
変化時及び設計基準事故時において，当該再処理施設及びその境界付近に
おける放射性物質の濃度及び放射線量を監視し，及び測定し，並びに設計
基準事故時における迅速な対応のために必要な情報を中央制御室その他当
該情報を伝達する必要のある場所に表示できる設備（安全機能を有する施
設に属するものに限る。）として，放射線監視設備，試料分析関係設備及
び環境管理設備を設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

・設計基準対象設備として設置する設備の概要を
説明する。
・屋外モニタリング設備による測定結果の表示に
ついて説明する。

－ － － － －

6
放射線管理施設には，重大事故等が発生した場合に再処理施設から大気中
へ放出される放射性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにそ
の結果を記録するために必要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2重大事故等対処設備に関する計測

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書
2. 基本方針

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・重大事故等対処設備として設置及び保管する設
備の概要を説明する。

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

【2. 基本方針】
・重大事故等対処設備として設置及び保管する設
備の概要を説明する。

－ － － － －

7
放射線管理施設には，重大事故等が発生した場合に敷地内において，風
向，風速その他の気象条件を測定し，及びその結果を記録するために必要
な重大事故等対処設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針
Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2重大事故等対処設備に関する計測

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・重大事故等対処設備として設置及び保管する設
備の概要を説明する。

－ － － － －

8
放射線管理施設には，重大事故等が発生し，放射線監視設備のモニタリン
グポスト及びダストモニタの電源が喪失した場合に，代替電源から電源を
供給するために必要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針
Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2重大事故等対処設備に関する計測

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・重大事故等対処設備として設置及び保管する設
備の概要を説明する。

－ － － － －

9

放射線管理施設の重大事故等対処設備は，放射線監視設備，代替モニタリ
ング設備，試料分析関係設備，代替試料分析関係設備，環境管理設備，代
替放射能観測設備，代替気象観測設備及び環境モニタリング用代替電源設
備で構成する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2重大事故等対処設備に関する計測
3. 放射線管理施設の構成

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書
2. 基本方針
3. 放射線管理施設の構成

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・重大事故等対処設備として設置及び保管する設
備の概要を説明する。
【3. 放射線管理施設の構成】
・放射線管理施設の構成を説明する。

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

【2. 基本方針】
・重大事故等対処設備として設置及び保管する設
備の概要を説明する。
【3. 放射線管理施設の構成】
・放射線管理施設の構成を説明する。

－ － － － －

10 6.1　放射線監視設備 － － － － － － － － － －

11
放射線監視設備は，屋内モニタリング設備，屋外モニタリング設備及び放
射線サーベイ機器で構成する。

設置要求 基本方針
設計方針（放射線監視
設備の設備構成、系統
構成）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

・放射線監視設備の構成について説明する。 － － － － －

12 6.1.1　屋内モニタリング設備 － － － － － － － － － －

13
再処理施設内の主要箇所の放射線レベル又は放射能レベルを監視するため
の屋内モニタリング設備として，エリアモニタ，ダストモニタ及び臨界警
報装置を設置する設計とする。

設置要求
機能要求②

【屋内モニタリング設備】
ガンマ線エリアモニタ
中性子線エリアモニタ
アルファ線ダストモニタ
ベータ線ダストモニタ
臨界警報装置

設計方針（屋内モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（計測範囲）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

・屋内モニタリング設備の構成について説明す
る。
・屋内モニタリング設備の配置について説明す
る。
・屋内モニタリング設備の計測範囲について説明
する。

－ － － － －

14

エリアモニタ及びダストモニタの測定値は，中央制御室において指示及び
記録するとともに，放射線レベル又は放射能レベルがあらかじめ設定した
値を超えた場合に，中央制御室及び必要な箇所において警報を発する設計
とする。

機能要求①
機能要求②

【屋内モニタリング設備】
ガンマ線エリアモニタ
中性子線エリアモニタ
アルファ線ダストモニタ
ベータ線ダストモニタ

設計方針（屋内モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

設計方針（警報動作範
囲）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

・屋内モニタリング設備の警報動作範囲について
説明する。
・屋内モニタリング設備の計測結果の指示または
表示、記録及び保存に係る場所及び方法について
説明する。
・屋内モニタリング設備の系統構成について説明
する。

－ － － － －

第１回

添付書類 構成 添付書類 説明内容
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

1
第２章　個別項目
6.　放射線管理施設

－ － －

2

放射線管理施設の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通
項目の「1. 核燃料物質の臨界防止」，「2. 地盤」，「3. 自然現象
等」，「5. 火災等による損傷の防止」，「6. 再処理施設内における溢水
による損傷の防止」，「7. 再処理施設内における化学薬品の漏えいによ
る損傷の防止」及び「9. 設備に対する要求事項」に基づくものとする。

冒頭宣言 － 基本方針

3

放射線管理施設には，放射線から放射線業務従事者及び管理区域に一時的
に立ち入る者（以下「放射線業務従事者等」という。）を防護するため，
放射線業務従事者等の出入管理，汚染管理，除染等を行うための放射線監
視設備，試料分析関係設備，出入管理関係設備及び個人管理用設備を設置
し，放射線被ばくを監視及び管理する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

4

また，放射線管理に必要な情報として管理区域における空間線量，空気中
の放射性物質の濃度及び床面等の放射性物質の表面密度を，中央制御室そ
の他該当情報を伝達する必要がある場所に表示できる設備（安全機能を有
する施設に属するものに限る。）を設ける設計とするとともに，表示に係
る運用を保安規定に定めて管理する。

冒頭宣言
運用要求

基本方針
施設共通　基本設計方針

基本方針

5

放射線管理施設には，再処理施設の運転時，停止時，運転時の異常な過渡
変化時及び設計基準事故時において，当該再処理施設及びその境界付近に
おける放射性物質の濃度及び放射線量を監視し，及び測定し，並びに設計
基準事故時における迅速な対応のために必要な情報を中央制御室その他当
該情報を伝達する必要のある場所に表示できる設備（安全機能を有する施
設に属するものに限る。）として，放射線監視設備，試料分析関係設備及
び環境管理設備を設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

6
放射線管理施設には，重大事故等が発生した場合に再処理施設から大気中
へ放出される放射性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにそ
の結果を記録するために必要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

7
放射線管理施設には，重大事故等が発生した場合に敷地内において，風
向，風速その他の気象条件を測定し，及びその結果を記録するために必要
な重大事故等対処設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

8
放射線管理施設には，重大事故等が発生し，放射線監視設備のモニタリン
グポスト及びダストモニタの電源が喪失した場合に，代替電源から電源を
供給するために必要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

9

放射線管理施設の重大事故等対処設備は，放射線監視設備，代替モニタリ
ング設備，試料分析関係設備，代替試料分析関係設備，環境管理設備，代
替放射能観測設備，代替気象観測設備及び環境モニタリング用代替電源設
備で構成する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

10 6.1　放射線監視設備 － － －

11
放射線監視設備は，屋内モニタリング設備，屋外モニタリング設備及び放
射線サーベイ機器で構成する。

設置要求 基本方針
設計方針（放射線監視
設備の設備構成、系統
構成）

12 6.1.1　屋内モニタリング設備 － － －

13
再処理施設内の主要箇所の放射線レベル又は放射能レベルを監視するため
の屋内モニタリング設備として，エリアモニタ，ダストモニタ及び臨界警
報装置を設置する設計とする。

設置要求
機能要求②

【屋内モニタリング設備】
ガンマ線エリアモニタ
中性子線エリアモニタ
アルファ線ダストモニタ
ベータ線ダストモニタ
臨界警報装置

設計方針（屋内モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（計測範囲）

14

エリアモニタ及びダストモニタの測定値は，中央制御室において指示及び
記録するとともに，放射線レベル又は放射能レベルがあらかじめ設定した
値を超えた場合に，中央制御室及び必要な箇所において警報を発する設計
とする。

機能要求①
機能要求②

【屋内モニタリング設備】
ガンマ線エリアモニタ
中性子線エリアモニタ
アルファ線ダストモニタ
ベータ線ダストモニタ

設計方針（屋内モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

設計方針（警報動作範
囲）

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○ － － － － － － －

△ 基本方針 基本方針 － － － － －

△ 基本方針 基本方針 － － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

・設計基準対象設備として設ける設備の概要を説
明する。

△
基本方針
施設共通 基本設計方針

基本方針
施設共通 基本設計方針

－ － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」の添付「放射線管理に係る考え
方」の記載より変更なし

・屋内モニタリング設備及び試料分析関係設備に
よる測定結果の表示について説明する。

○ 基本方針 基本方針 － － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

・設計基準対象設備として設置する設備の概要を
説明する。
・屋外モニタリング設備による測定結果の表示に
ついて説明する。

○ 基本方針 基本方針 － － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2重大事故等対処設備に関する計測

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書
2. 基本方針

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・重大事故等対処設備として設置及び保管する設
備の概要を説明する。

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

【2. 基本方針】
・重大事故等対処設備として設置及び保管する設
備の概要を説明する。

○ 基本方針 基本方針 － － －
Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2重大事故等対処設備に関する計測

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・重大事故等対処設備として設置及び保管する設
備の概要を説明する。

○ 基本方針 基本方針 － － －
Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2重大事故等対処設備に関する計測

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・重大事故等対処設備として設置及び保管する設
備の概要を説明する。

○ 基本方針 基本方針 － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2重大事故等対処設備に関する計測
3. 放射線管理施設の構成

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書
2. 基本方針
3. 放射線管理施設の構成

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・重大事故等対処設備として設置及び保管する設
備の概要を説明する。
【3. 放射線管理施設の構成】
・放射線管理施設の構成を説明する。

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

【2. 基本方針】
・重大事故等対処設備として設置及び保管する設
備の概要を説明する。
【3. 放射線管理施設の構成】
・放射線管理施設の構成を説明する。

－ － － － － － －

△ 基本方針 基本方針 － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

・放射線監視設備の構成について説明する。

－ － － － － － －

△ 基本方針 基本方針 － －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

・屋内モニタリング設備の構成について説明す
る。
・屋内モニタリング設備の配置について説明す
る。
・屋内モニタリング設備の計測範囲について説明
する。

△ 基本方針 基本方針 － －
＜計測装置＞
警報動作範囲

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

・屋内モニタリング設備の警報動作範囲について
説明する。
・屋内モニタリング設備の計測結果の指示または
表示、記録及び保存に係る場所及び方法について
説明する。
・屋内モニタリング設備の系統構成について説明
する。

第２回

498



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類 構成 添付書類 説明内容
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

15
エリアモニタ及びダストモニタの測定値は，緊急時対策所においても指示
する設計とする。

機能要求①

【屋内モニタリング設備】
ガンマ線エリアモニタ
中性子線エリアモニタ
アルファ線ダストモニタ
ベータ線ダストモニタ

設計方針（屋内モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認本文
「放射線監視設備」の記載より変更なし

・屋内モニタリング設備の計測範囲について説明
する。
・屋内モニタリング設備の計測結果の指示または
表示、記録及び保存に係る場所及び方法について
説明する。
・屋内モニタリング設備の系統構成について説明
する。

－ － － － －

16

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室においても当該施設
に係るエリアモニタ及びダストモニタの測定値の指示及び記録を行い，放
射線レベル又は放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えた場合に，使
用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室において警報を発する設計と
する。

機能要求①
機能要求②

【屋内モニタリング設備】
ガンマ線エリアモニタ
ベータ線ダストモニタ

設計方針（屋内モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

設計方針（警報動作範
囲）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

・屋内モニタリング設備の計測範囲及び警報動作
範囲について説明する。
・屋内モニタリング設備の計測結果の指示または
表示、記録及び保存に係る場所及び方法について
説明する。
・屋内モニタリング設備の系統構成について説明
する。

－ － － － －

17
臨界警報装置は，放射線レベルがあらかじめ設定した値を超えた場合に，
中央制御室及び必要な箇所において警報を発する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【屋内モニタリング設備】
臨界警報装置

設計方針（屋内モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（警報動作範
囲）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」の記載より変更なし

・屋内モニタリング設備の計測範囲及び警報動作
範囲について説明する。
・屋内モニタリング設備の計測結果の指示または
表示、記録及び保存に係る場所及び方法について
説明する。
・屋内モニタリング設備の系統構成について説明
する。

－ － － － －

18 分析建屋のダストモニタの一部は，六ヶ所保障措置分析所と共用する。 機能要求①
【屋内モニタリング設備】
アルファ線ダストモニタ
ベータ線ダストモニタ

設計方針（共用）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・分析建屋のダストモニタの一部は六ケ所保障措
置分析所と共用するが，両施設で必要な容量を確
保する設計とすることで，共用によって再処理施
設の安全性を損なわない設計とする。

－ － － － －

19

分析建屋のダストモニタの一部は，六ヶ所保障措置分析所と共用するが，
分析建屋及び六ヶ所保障措置分析所の空気中の放射性物質の捕集に必要な
容量を確保する設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損
なわない設計とする。

機能要求①
【屋内モニタリング設備】
アルファ線ダストモニタ
ベータ線ダストモニタ

設計方針（共用）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・分析建屋のダストモニタの一部は六ケ所保障措
置分析所と共用するが，両施設で必要な容量を確
保する設計とすることで，共用によって再処理施
設の安全性を損なわない設計とする。

－ － － － －

20 6.1.2　屋外モニタリング設備 － － － － － － － － － －

21
屋外モニタリング設備は，排気モニタリング設備，排水モニタリング設備
及び環境モニタリング設備で構成する。

設置要求 基本方針
設計方針（屋外モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

3.1.1 屋外モニタリング設備

【3.1.1 屋外モニタリング設備】
・屋外モニタリング設備の構成について説明す
る。

－ － － － －

22 6.1.2.1　排気モニタリング設備 － － － － － － － － － －

24
主排気筒ガスモニタ及び排気サンプリング設備（主排気筒）は，主排気筒
管理建屋に収納する。

設置要求

【排気筒モニタ】
主排気筒ガスモニタ

【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（主排気筒）

主排気筒管理建屋

設計方針（排気モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」の記載より変更なし

・主排気筒の排気筒モニタの配置について、説明
する。

－ － － － －

25 主排気筒管理建屋は，地上１階の建物とする設計とする。 設置要求 主排気筒管理建屋
設計方針（排気モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認仕様表
「主排気筒管理建屋」の仕様表の記載より変更な
し

・主排気筒管理建屋の構造（階数）を説明する。 － － － － －

26

主排気筒ガスモニタ及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタの
測定値は，中央制御室において指示及び記録するとともに，放射能レベル
があらかじめ設定した値を超えた場合に，中央制御室において警報を発す
る設計とする。

機能要求①
機能要求②

【排気筒モニタ】
主排気筒ガスモニタ
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

設計方針（排気モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

設計方針（警報動作範
囲）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

既設工認系統図
「放射線監視設備の系統図」の記載より変更なし

・設計基準対象施設による計測結果の指示または
表示、記録及び保存に係る場所及び方法について
説明する。
・設計基準対象施設の警報動作範囲について説明
する。
・排気モニタリング設備の系統構成について、説
明する。

－ － － － －

27
主排気筒ガスモニタ及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタの
測定値は，緊急時対策所においても指示する設計とする。

機能要求①
【排気筒モニタ】
主排気筒ガスモニタ
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

設計方針（排気モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認本文
「放射線監視設備」の記載より変更なし

・設計基準対象施設による計測結果の指示または
表示、記録及び保存に係る場所及び方法について
説明する。
・排気モニタリング設備の系統構成について、説
明する。

－ － － － －

28

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室においても使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタの測定値を指示及び記録するととも
に，放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えた場合に，使用済燃料の
受入れ施設及び貯蔵施設の制御室においても警報を発する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【排気筒モニタ】
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

設計方針（排気モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

設計方針（警報動作範
囲）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

・設計基準対象施設による計測結果の指示または
表示、記録及び保存に係る場所及び方法について
説明する。
・設計基準対象施設の警報動作範囲について説明
する。
・排気モニタリング設備の系統構成について、説
明する。

－ － － － －

29

排気サンプリング設備は，主排気筒，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気
筒，使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，ハル・エンドピース及び第1ガ
ラス固化体貯蔵建屋換気筒並びに低レベル廃棄物処理建屋換気筒から放出
される排気中の放射性物質を連続的に捕集する設計とする。

機能要求①

【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（主排気筒）
排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒）
排気サンプリング設備（使用済燃料輸送容器管理
建屋換気筒）
排気サンプリング設備（ハル・エンドピース及び
第1ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）
排気サンプリング設備（低レベル廃棄物処理建屋
換気筒）

設計方針（排気モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

・放出管理のための放射性物質の捕集及び測定に
ついて説明する。

－ － － － －

－ － － － －

【排気筒モニタ】
主排気筒ガスモニタ
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（主排気筒）
排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒）
排気サンプリング設備（使用済燃料輸送容器管理
建屋換気筒）
排気サンプリング設備（ハル・エンドピース及び
第1ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）
排気サンプリング設備（低レベル廃棄物処理建屋
換気筒）

【排気モニタリング設備】
冷却空気出口シャフトモニタ

23

設計方針（排気モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（計測範囲）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

再処理施設から放出される放射性物質の濃度を監視するための排気モニタ
リング設備として，主排気筒ガスモニタ，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換
気筒ガスモニタ，排気サンプリング設備及び冷却空気出口シャフトモニタ
を設置する設計とする。

設置要求
機能要求②

・排気モニタリング設備の構成について説明す
る。
・排気モニタリング設備の計測範囲について説明
する。
・排気モニタリング設備の配置について、説明す
る。

499



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

15
エリアモニタ及びダストモニタの測定値は，緊急時対策所においても指示
する設計とする。

機能要求①

【屋内モニタリング設備】
ガンマ線エリアモニタ
中性子線エリアモニタ
アルファ線ダストモニタ
ベータ線ダストモニタ

設計方針（屋内モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

16

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室においても当該施設
に係るエリアモニタ及びダストモニタの測定値の指示及び記録を行い，放
射線レベル又は放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えた場合に，使
用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室において警報を発する設計と
する。

機能要求①
機能要求②

【屋内モニタリング設備】
ガンマ線エリアモニタ
ベータ線ダストモニタ

設計方針（屋内モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

設計方針（警報動作範
囲）

17
臨界警報装置は，放射線レベルがあらかじめ設定した値を超えた場合に，
中央制御室及び必要な箇所において警報を発する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【屋内モニタリング設備】
臨界警報装置

設計方針（屋内モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（警報動作範
囲）

18 分析建屋のダストモニタの一部は，六ヶ所保障措置分析所と共用する。 機能要求①
【屋内モニタリング設備】
アルファ線ダストモニタ
ベータ線ダストモニタ

設計方針（共用）

19

分析建屋のダストモニタの一部は，六ヶ所保障措置分析所と共用するが，
分析建屋及び六ヶ所保障措置分析所の空気中の放射性物質の捕集に必要な
容量を確保する設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損
なわない設計とする。

機能要求①
【屋内モニタリング設備】
アルファ線ダストモニタ
ベータ線ダストモニタ

設計方針（共用）

20 6.1.2　屋外モニタリング設備 － － －

21
屋外モニタリング設備は，排気モニタリング設備，排水モニタリング設備
及び環境モニタリング設備で構成する。

設置要求 基本方針
設計方針（屋外モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

22 6.1.2.1　排気モニタリング設備 － － －

24
主排気筒ガスモニタ及び排気サンプリング設備（主排気筒）は，主排気筒
管理建屋に収納する。

設置要求

【排気筒モニタ】
主排気筒ガスモニタ

【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（主排気筒）

主排気筒管理建屋

設計方針（排気モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

25 主排気筒管理建屋は，地上１階の建物とする設計とする。 設置要求 主排気筒管理建屋
設計方針（排気モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

26

主排気筒ガスモニタ及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタの
測定値は，中央制御室において指示及び記録するとともに，放射能レベル
があらかじめ設定した値を超えた場合に，中央制御室において警報を発す
る設計とする。

機能要求①
機能要求②

【排気筒モニタ】
主排気筒ガスモニタ
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

設計方針（排気モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

設計方針（警報動作範
囲）

27
主排気筒ガスモニタ及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタの
測定値は，緊急時対策所においても指示する設計とする。

機能要求①
【排気筒モニタ】
主排気筒ガスモニタ
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

設計方針（排気モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

28

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室においても使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタの測定値を指示及び記録するととも
に，放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えた場合に，使用済燃料の
受入れ施設及び貯蔵施設の制御室においても警報を発する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【排気筒モニタ】
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

設計方針（排気モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

設計方針（警報動作範
囲）

29

排気サンプリング設備は，主排気筒，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気
筒，使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，ハル・エンドピース及び第1ガ
ラス固化体貯蔵建屋換気筒並びに低レベル廃棄物処理建屋換気筒から放出
される排気中の放射性物質を連続的に捕集する設計とする。

機能要求①

【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（主排気筒）
排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒）
排気サンプリング設備（使用済燃料輸送容器管理
建屋換気筒）
排気サンプリング設備（ハル・エンドピース及び
第1ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）
排気サンプリング設備（低レベル廃棄物処理建屋
換気筒）

設計方針（排気モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

【排気筒モニタ】
主排気筒ガスモニタ
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（主排気筒）
排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒）
排気サンプリング設備（使用済燃料輸送容器管理
建屋換気筒）
排気サンプリング設備（ハル・エンドピース及び
第1ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）
排気サンプリング設備（低レベル廃棄物処理建屋
換気筒）

【排気モニタリング設備】
冷却空気出口シャフトモニタ

23

設計方針（排気モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（計測範囲）

再処理施設から放出される放射性物質の濃度を監視するための排気モニタ
リング設備として，主排気筒ガスモニタ，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換
気筒ガスモニタ，排気サンプリング設備及び冷却空気出口シャフトモニタ
を設置する設計とする。

設置要求
機能要求②

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ 基本方針 基本方針 － － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認本文
「放射線監視設備」の記載より変更なし

・屋内モニタリング設備の計測範囲について説明
する。
・屋内モニタリング設備の計測結果の指示または
表示、記録及び保存に係る場所及び方法について
説明する。
・屋内モニタリング設備の系統構成について説明
する。

△ 基本方針 － － －
＜計測装置＞
計測範囲
警報動作範囲

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

・屋内モニタリング設備の計測範囲及び警報動作
範囲について説明する。
・屋内モニタリング設備の計測結果の指示または
表示、記録及び保存に係る場所及び方法について
説明する。
・屋内モニタリング設備の系統構成について説明
する。

△ － 基本方針 － －
＜計測装置＞
警報動作範囲

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」の記載より変更なし

・屋内モニタリング設備の計測範囲及び警報動作
範囲について説明する。
・屋内モニタリング設備の計測結果の指示または
表示、記録及び保存に係る場所及び方法について
説明する。
・屋内モニタリング設備の系統構成について説明
する。

△ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・分析建屋のダストモニタの一部は六ケ所保障措
置分析所と共用するが，両施設で必要な容量を確
保する設計とすることで，共用によって再処理施
設の安全性を損なわない設計とする。

○ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・分析建屋のダストモニタの一部は六ケ所保障措
置分析所と共用するが，両施設で必要な容量を確
保する設計とすることで，共用によって再処理施
設の安全性を損なわない設計とする。

－ － － － － － － －

△ 基本方針 基本方針 － － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

3.1.1 屋外モニタリング設備

【3.1.1 屋外モニタリング設備】
・屋外モニタリング設備の構成について説明す
る。

－ － － － － － － －

△ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」の記載より変更なし

・主排気筒の排気筒モニタの配置について、説明
する。

△ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認仕様表
「主排気筒管理建屋」の仕様表の記載より変更な
し

・主排気筒管理建屋の構造（階数）を説明する。

△ 基本方針 基本方針 － －
＜計測装置＞
警報動作範囲

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

既設工認系統図
「放射線監視設備の系統図」の記載より変更なし

・設計基準対象施設による計測結果の指示または
表示、記録及び保存に係る場所及び方法について
説明する。
・設計基準対象施設の警報動作範囲について説明
する。
・排気モニタリング設備の系統構成について、説
明する。

△ 基本方針 基本方針 － － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認本文
「放射線監視設備」の記載より変更なし

・設計基準対象施設による計測結果の指示または
表示、記録及び保存に係る場所及び方法について
説明する。
・排気モニタリング設備の系統構成について、説
明する。

△ 基本方針 － － －
＜計測装置＞
警報動作範囲

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

・設計基準対象施設による計測結果の指示または
表示、記録及び保存に係る場所及び方法について
説明する。
・設計基準対象施設の警報動作範囲について説明
する。
・排気モニタリング設備の系統構成について、説
明する。

△ 基本方針 基本方針 － － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

・放出管理のための放射性物質の捕集及び測定に
ついて説明する。

・排気モニタリング設備の構成について説明す
る。
・排気モニタリング設備の計測範囲について説明
する。
・排気モニタリング設備の配置について、説明す
る。

△ 基本方針 基本方針 － －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

500



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類 構成 添付書類 説明内容
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

30

冷却空気出口シャフトには，冷却空気出口シャフトモニタを設け，排気口
から放出される放射性希ガスを監視する設計とする。冷却空気出口シャフ
トモニタの測定値は，中央制御室において指示及び記録するとともに，放
射能レベルがあらかじめ設定した値を超えた場合に，中央制御室において
警報を発する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【排気モニタリング設備】
冷却空気出口シャフトモニタ

設計方針（排気モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

設計方針（計測範囲）

設計方針（警報動作範
囲）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書（放射線管理施設）」及び同説明書
添付「放射線管理に係る考え方」の記載より変更
なし

・排気モニタリング設備の測定結果の表示、記
録，計測範囲及び警報について説明する。

－ － － － －

33

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ，排気サンプリング設備（使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋換気筒），北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換
気筒）及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトは，自然現象，
人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物により機能が
損なわれる場合，代替設備による機能の確保又は修理の対応の手順を保安
規定に定め管理することにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

機能要求①
運用要求

【排気筒モニタ】
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒）

【北換気筒】
北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

【使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系】
主配管（建屋換気系）

基本方針（多様性，位
置的分散等（常設重大
事故等対処設備）)

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1)多様性，位置的分散

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(1)多様性，位置的分散】
・内的事象を要因として発生した場合に対処に用
いる重大事故等対処設備の代替設備について説明
する。

－ － － － －

34

排気モニタリング設備の排気サンプリング設備（主排気筒）は，弁等の操
作によって安全機能を有する施設として使用する系統構成から重大事故等
対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさ
ない設計とする。

機能要求①
【排気モニタリング設備】
排気サンプリング設備（主排気筒）

設計方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備の悪影響防止について考慮
する事項を説明する。

－ － － － －

35

排気モニタリング設備の主排気筒ガスモニタ，使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋換気筒ガスモニタ，排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋換気筒）及び北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）は，安全
機能を有する施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設
備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。

機能要求①

【排気筒モニタ】
主排気筒ガスモニタ
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒）

【北換気筒】
北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

設計方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備の悪影響防止について考慮
する事項を説明する。

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －31

重大事故等時において，排気モニタリング設備のうち主排気筒ガスモニ
タ，排気サンプリング設備（主排気筒），使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換
気筒ガスモニタ及び排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
換気筒），北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）並びに使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトを常設重大事故等対処設備として
位置付け，再処理施設から大気中へ放出される放射性物質の濃度を監視
し，及び測定し，並びにその結果を記録する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

【排気筒モニタ】
主排気筒ガスモニタ
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（主排気筒）
排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒）

【北換気筒】
北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

【使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系】
主配管（建屋換気系）

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・排気モニタリング設備の重大事故等時における
基本方針を説明する。
・排気モニタリング設備の重大事故等時における
測定値の表示及び記録に係る基本方針を説明す
る。

【3.1.1.1 排気モニタリング設備】
・排気モニタリング設備の構成について説明す
る。
【3.1.1.1(1)主排気筒ガスモニタ(低レンジ・中
レンジ)】
【3.1.1.1(2)主排気筒ガスモニタ(高レンジ)】
【3.1.1.1(3)使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒
ガスモニタ】
・重大事故等が発生した場合に再処理施設から大
気中へ放出される放射性物質の測定について説明
する。
【3.1.1.1(4)排気サンプリング設備】
・重大事故等が発生した場合に再処理施設から大
気中へ放出される放射性物質の捕集について説明
する。

【3.7.1 計測結果の指示又は表示】
・重大事故等対処設備による計測結果の指示又は
表示に係る場所及び方法について説明する。
【3.7.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の
記録及び保存】
・重大事故等対処設備による計測結果の記録及び
保存に係る場所及び方法について説明する。

【4.1 放射線管理施設の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

【Ⅵ-2-4 配置図】
・排気モニタリング設備の配置について説明す
る。

【Ⅵ-2-5 構造図】
・排気モニタリング設備の構造について説明す
る。

32 機能要求①
排気モニタリング設備は，重大事故等時において，放射性気体廃棄物の廃
棄施設からの放出が想定される主排気筒及び北換気筒（使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋換気筒）をモニタリング対象とする。

基本方針

設計方針（排気モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

設計方針（計測範囲）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.1.1.1 排気モニタリング設備
(1)主排気筒ガスモニタ(低レンジ・中レンジ)
(2)主排気筒ガスモニタ(高レンジ)
(3)使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニ
タ

【3.1.1.1(1)主排気筒ガスモニタ(低レンジ・中
レンジ)】
【3.1.1.1(2)主排気筒ガスモニタ(高レンジ)】
【3.1.1.1(3)使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒
ガスモニタ】
・排気モニタリング設備のモニタリング対象につ
いて説明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

2.2 重大事故等対処設備に関する計測

3.1.1.1 排気モニタリング設備
(1)主排気筒ガスモニタ(低レンジ・中レンジ)
(2)主排気筒ガスモニタ(高レンジ)
(3)使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニ
タ
(4)排気サンプリング設備

3.7.1 計測結果の指示又は表示
3.7.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記
録及び保存

4.1 放射線管理施設の計測範囲

Ⅵ-2-4 配置図

Ⅵ-2-5 構造図

【排気筒モニタ】
主排気筒ガスモニタ
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（主排気筒）
排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒）

【北換気筒】
北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

【使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系】
主配管（建屋換気系）

設計方針（排気モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

30

冷却空気出口シャフトには，冷却空気出口シャフトモニタを設け，排気口
から放出される放射性希ガスを監視する設計とする。冷却空気出口シャフ
トモニタの測定値は，中央制御室において指示及び記録するとともに，放
射能レベルがあらかじめ設定した値を超えた場合に，中央制御室において
警報を発する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【排気モニタリング設備】
冷却空気出口シャフトモニタ

設計方針（排気モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

設計方針（計測範囲）

設計方針（警報動作範
囲）

33

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ，排気サンプリング設備（使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋換気筒），北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換
気筒）及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトは，自然現象，
人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物により機能が
損なわれる場合，代替設備による機能の確保又は修理の対応の手順を保安
規定に定め管理することにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

機能要求①
運用要求

【排気筒モニタ】
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒）

【北換気筒】
北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

【使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系】
主配管（建屋換気系）

基本方針（多様性，位
置的分散等（常設重大
事故等対処設備）)

34

排気モニタリング設備の排気サンプリング設備（主排気筒）は，弁等の操
作によって安全機能を有する施設として使用する系統構成から重大事故等
対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさ
ない設計とする。

機能要求①
【排気モニタリング設備】
排気サンプリング設備（主排気筒）

設計方針（悪影響防
止）

35

排気モニタリング設備の主排気筒ガスモニタ，使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋換気筒ガスモニタ，排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋換気筒）及び北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）は，安全
機能を有する施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設
備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。

機能要求①

【排気筒モニタ】
主排気筒ガスモニタ
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒）

【北換気筒】
北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

設計方針（悪影響防
止）

31

重大事故等時において，排気モニタリング設備のうち主排気筒ガスモニ
タ，排気サンプリング設備（主排気筒），使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換
気筒ガスモニタ及び排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
換気筒），北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）並びに使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトを常設重大事故等対処設備として
位置付け，再処理施設から大気中へ放出される放射性物質の濃度を監視
し，及び測定し，並びにその結果を記録する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

【排気筒モニタ】
主排気筒ガスモニタ
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（主排気筒）
排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒）

【北換気筒】
北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

【使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系】
主配管（建屋換気系）

32 機能要求①
排気モニタリング設備は，重大事故等時において，放射性気体廃棄物の廃
棄施設からの放出が想定される主排気筒及び北換気筒（使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋換気筒）をモニタリング対象とする。

基本方針

設計方針（排気モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

設計方針（計測範囲）

【排気筒モニタ】
主排気筒ガスモニタ
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（主排気筒）
排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒）

【北換気筒】
北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

【使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系】
主配管（建屋換気系）

設計方針（排気モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ － 基本方針 － －

＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲
警報動作範囲

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書（放射線管理施設）」及び同説明書
添付「放射線管理に係る考え方」の記載より変更
なし

・排気モニタリング設備の測定結果の表示、記
録，計測範囲及び警報について説明する。

○

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ
排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒）
北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）
主配管（建屋換気系）

－ － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1)多様性，位置的分散

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(1)多様性，位置的分散】
・内的事象を要因として発生した場合に対処に用
いる重大事故等対処設備の代替設備について説明
する。

○ － 排気サンプリング設備（主排気筒） － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備の悪影響防止について考慮
する事項を説明する。

○

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ
排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒筒）
北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

主排気筒ガスモニタ － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備の悪影響防止について考慮
する事項を説明する。

○

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ
排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒）
北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）
主配管（建屋換気系）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

2.2 重大事故等対処設備に関する計測

3.1.1.1 排気モニタリング設備
(1)主排気筒ガスモニタ(低レンジ・中レンジ)
(2)主排気筒ガスモニタ(高レンジ)
(3)使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニ
タ
(4)排気サンプリング設備

3.7.1 計測結果の指示又は表示
3.7.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記
録及び保存

4.1 放射線管理施設の計測範囲

Ⅵ-2-4 配置図

Ⅵ-2-5 構造図

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・排気モニタリング設備の重大事故等時における
基本方針を説明する。
・排気モニタリング設備の重大事故等時における
測定値の表示及び記録に係る基本方針を説明す
る。

【3.1.1.1 排気モニタリング設備】
・排気モニタリング設備の構成について説明す
る。
【3.1.1.1(1)主排気筒ガスモニタ(低レンジ・中
レンジ)】
【3.1.1.1(2)主排気筒ガスモニタ(高レンジ)】
【3.1.1.1(3)使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒
ガスモニタ】
・重大事故等が発生した場合に再処理施設から大
気中へ放出される放射性物質の測定について説明
する。
【3.1.1.1(4)排気サンプリング設備】
・重大事故等が発生した場合に再処理施設から大
気中へ放出される放射性物質の捕集について説明
する。

【3.7.1 計測結果の指示又は表示】
・重大事故等対処設備による計測結果の指示又は
表示に係る場所及び方法について説明する。
【3.7.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の
記録及び保存】
・重大事故等対処設備による計測結果の記録及び
保存に係る場所及び方法について説明する。

【4.1 放射線管理施設の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

【Ⅵ-2-4 配置図】
・排気モニタリング設備の配置について説明す
る。

【Ⅵ-2-5 構造図】
・排気モニタリング設備の構造について説明す
る。

○

排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒）

【機能要求②】
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ
北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）
主配管（建屋換気系）

排気サンプリング設備（主排気筒）

【機能要求②】
主排気筒ガスモニタ

－

－ －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.1.1.1 排気モニタリング設備
(1)主排気筒ガスモニタ(低レンジ・中レンジ)
(2)主排気筒ガスモニタ(高レンジ)
(3)使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニ
タ

【3.1.1.1(1)主排気筒ガスモニタ(低レンジ・中
レンジ)】
【3.1.1.1(2)主排気筒ガスモニタ(高レンジ)】
【3.1.1.1(3)使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒
ガスモニタ】
・排気モニタリング設備のモニタリング対象につ
いて説明する。

主排気筒ガスモニタ
排気サンプリング設備（主排気筒）

－

－
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類 構成 添付書類 説明内容
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

36

排気モニタリング設備は，再処理施設から放出される放射性物質の濃度の
監視，測定するために必要なサンプリング量及び計測範囲に対して十分な
容量を有する設計とするとともに，主排気筒管理建屋及び北換気筒管理建
屋に十分な台数（排気サンプリング設備については２系列）を有する設計
とする。

設置要求
機能要求②

【排気筒モニタ】
主排気筒ガスモニタ
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（主排気筒）
排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒）

設計方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

設計方針（計測範囲）

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

4.1 放射線管理施設の計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

【4.1 放射線管理施設の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

－ － － － －

37

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる排気サンプリ
ング設備（主排気筒）の配管の一部は，「９．２　重大事故等対処設備」
の「９．２．７　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

38

主排気筒ガスモニタ及び排気サンプリング設備（主排気筒）は，外部から
の衝撃による損傷を防止できる主排気筒管理建屋及び制御建屋に設置し，
風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

設置要求

【排気筒モニタ】
主排気筒ガスモニタ

【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（主排気筒）

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

39

排気モニタリング設備は内部発生飛散物の影響を考慮し，主排気筒管理建
屋，北換気筒管理建屋及び制御建屋の内部発生飛散物の影響を受けない場
所に設置することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

40
排気サンプリング設備（主排気筒）は，コネクタに統一することにより，
速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とする。

機能要求①
【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（主排気筒）

設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (1)操作性の確保

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(1)操作性の確保】
・重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

－ － － － －

41

排気サンプリング設備（主排気筒）は，通常時に使用する系統から速やか
に切り替えることができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，そ
れぞれ簡易な接続及び弁等の操作により安全機能を有する施設の系統から
重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる設計とする。

機能要求①
【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（主排気筒）

設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (1)操作性の確保

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(1)操作性の確保】
・重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

－ － － － －

42
排気モニタリング設備は，通常時において，重大事故等に対処するために
必要な機能を確認するため，校正，機能の確認，性能の確認及び外観の確
認が可能な設計とする。

機能要求①

【排気筒モニタ】
主排気筒ガスモニタ
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（主排気筒）
排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒）

【北換気筒】
北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

【使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系】
主配管（建屋換気系）

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

43 また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。 機能要求①

【排気筒モニタ】
主排気筒ガスモニタ
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（主排気筒）
排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒）

【北換気筒】
北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

【使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系】
主配管（建屋換気系）

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

44
排気モニタリング設備は，各々が独立して試験又は検査が可能な設計とす
る。

機能要求①

【排気筒モニタ】
主排気筒ガスモニタ
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（主排気筒）
排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒）

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

45 6.1.2.2　排水モニタリング設備 － － － － － － － － － －

46
再処理施設から放出される放射性物質の濃度を監視するための排水モニタ
リング設備として，排水サンプリング設備を設置し，放出の異常を確認す
るための排水モニタを設置する設計とする。

設置要求
【排水モニタリング設備】
排水サンプリング設備
排水モニタ

設計方針（排水モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

・排水モニタリング設備の構成について説明す
る。
・排水モニタの構成について説明する。

－ － － － －

47 排水サンプリング設備は，排水をサンプリングする設計とする。 機能要求①
【排水モニタリング設備】
排水サンプリング設備

設計方針（排水モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

・排水モニタリング設備の構成について説明す
る。
・放出管理のための排水のサンプリングおよびそ
の計測方法について説明する。

－ － － － －

503



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

36

排気モニタリング設備は，再処理施設から放出される放射性物質の濃度の
監視，測定するために必要なサンプリング量及び計測範囲に対して十分な
容量を有する設計とするとともに，主排気筒管理建屋及び北換気筒管理建
屋に十分な台数（排気サンプリング設備については２系列）を有する設計
とする。

設置要求
機能要求②

【排気筒モニタ】
主排気筒ガスモニタ
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（主排気筒）
排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒）

設計方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

設計方針（計測範囲）

37

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる排気サンプリ
ング設備（主排気筒）の配管の一部は，「９．２　重大事故等対処設備」
の「９．２．７　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

38

主排気筒ガスモニタ及び排気サンプリング設備（主排気筒）は，外部から
の衝撃による損傷を防止できる主排気筒管理建屋及び制御建屋に設置し，
風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

設置要求

【排気筒モニタ】
主排気筒ガスモニタ

【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（主排気筒）

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

39

排気モニタリング設備は内部発生飛散物の影響を考慮し，主排気筒管理建
屋，北換気筒管理建屋及び制御建屋の内部発生飛散物の影響を受けない場
所に設置することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

40
排気サンプリング設備（主排気筒）は，コネクタに統一することにより，
速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とする。

機能要求①
【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（主排気筒）

設計方針（操作性の確
保）

41

排気サンプリング設備（主排気筒）は，通常時に使用する系統から速やか
に切り替えることができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，そ
れぞれ簡易な接続及び弁等の操作により安全機能を有する施設の系統から
重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる設計とする。

機能要求①
【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（主排気筒）

設計方針（操作性の確
保）

42
排気モニタリング設備は，通常時において，重大事故等に対処するために
必要な機能を確認するため，校正，機能の確認，性能の確認及び外観の確
認が可能な設計とする。

機能要求①

【排気筒モニタ】
主排気筒ガスモニタ
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（主排気筒）
排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒）

【北換気筒】
北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

【使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系】
主配管（建屋換気系）

設計方針（試験・検査
性）

43 また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。 機能要求①

【排気筒モニタ】
主排気筒ガスモニタ
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（主排気筒）
排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒）

【北換気筒】
北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

【使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系】
主配管（建屋換気系）

設計方針（試験・検査
性）

44
排気モニタリング設備は，各々が独立して試験又は検査が可能な設計とす
る。

機能要求①

【排気筒モニタ】
主排気筒ガスモニタ
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（主排気筒）
排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒）

設計方針（試験・検査
性）

45 6.1.2.2　排水モニタリング設備 － － －

46
再処理施設から放出される放射性物質の濃度を監視するための排水モニタ
リング設備として，排水サンプリング設備を設置し，放出の異常を確認す
るための排水モニタを設置する設計とする。

設置要求
【排水モニタリング設備】
排水サンプリング設備
排水モニタ

設計方針（排水モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

47 排水サンプリング設備は，排水をサンプリングする設計とする。 機能要求①
【排水モニタリング設備】
排水サンプリング設備

設計方針（排水モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○

排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒）

【機能要求②】
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

排気サンプリング設備（主排気筒）

【機能要求②】
主排気筒ガスモニタ

－ －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

4.1 放射線管理施設の計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

【4.1 放射線管理施設の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

○ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

○ －
主排気筒ガスモニタ
排気サンプリング設備（主排気筒）

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

○ 基本方針 基本方針 － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

○ － 排気サンプリング設備（主排気筒） － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (1)操作性の確保

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(1)操作性の確保】
・重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

○ － 排気サンプリング設備（主排気筒） － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (1)操作性の確保

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(1)操作性の確保】
・重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

○

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ
排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒）
北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）
主配管（建屋換気系）

主排気筒ガスモニタ
排気サンプリング設備（主排気筒）

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

○

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ
排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒）
北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）
主配管（建屋換気系）

主排気筒ガスモニタ
排気サンプリング設備（主排気筒）

－ －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

○
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ
排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒）

主排気筒ガスモニタ
排気サンプリング設備（主排気筒）

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － － － － －

△ 基本方針 基本方針 － － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

・排水モニタリング設備の構成について説明す
る。
・排水モニタの構成について説明する。

△ 基本方針 基本方針 － － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

・排水モニタリング設備の構成について説明す
る。
・放出管理のための排水のサンプリングおよびそ
の計測方法について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類 構成 添付書類 説明内容
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

48 6.1.2.3　環境モニタリング設備 － － － － － － － － － －

49
周辺監視区域境界付近の空間放射線量，空間放射線量率及び空気中の放射
性物質の濃度を監視するための環境モニタリング設備として，モニタリン
グポスト，ダストモニタ及び積算線量計を設置する設計とする。

設置要求
機能要求②

【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ
積算線量計

設計方針（環境モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（計測範囲）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」の記載より変更なし

・環境モニタリング設備の構成について説明す
る。
・環境モニタリング設備の計測範囲について説明
する。
・環境モニタリング設備の配置について説明す
る。

－ － － － －

50
モニタリングポスト及びダストモニタについては，設計基準事故時におけ
る迅速な対応のために測定値を中央制御室及び緊急時対策所に指示できる
設計とする。

機能要求①
【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

設計方針（環境モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認系統図
「放射線監視設備の系統図」の記載より変更なし

既設工認本文
「放射線監視設備」の記載より変更なし

・モニタリングポスト及びダストモニタによる計
測結果の指示または表示、記録及び保存に係る場
所及び方法について説明する。
・環境モニタリング設備の系統構成について説明
する。

－ － － － －

51
モニタリングポスト及びダストモニタは，非常用所内電源系統に接続し，
電源復旧までの期間，非常用所内電源系統から受電できる設計とする。

機能要求①
【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

基本方針

設計方針（環境モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

2.1 設計基準対象の施設に関する計測

3.1.1.2 環境モニタリング設備
(1)モニタリングポスト
(2)ダストモニタ

【2.1 設計基準対象の施設に関する計測】
・モニタリングポスト及びダストモニタは，電源
復旧までの期間の電源を確保するため，非常用所
内電源系統に接続する設計とすることを説明す
る。

【3.1.1.2(1)モニタリングポスト】
【3.1.1.2(2)ダストモニタ】
・モニタリングポスト及びダストモニタの電源系
統について説明する。

－ － － － －

52
さらに，モニタリングポスト及びダストモニタは，専用の無停電電源装置
を有し，電源切替時の短時間の停電時に無停電電源装置から受電できる設
計とする。

機能要求①
【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

基本方針

設計方針（環境モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

2.1 設計基準対象の施設に関する計測

3.1.1.2 環境モニタリング設備
(1)モニタリングポスト
(2)ダストモニタ

【2.1 設計基準対象の施設に関する計測】
・専用の無停電電源装置を有し，電源切替時の短
時間の停電時に無停電電源装置から電源を受電で
きる設計とすることを説明する。

【3.1.1.2(1)モニタリングポスト】
【3.1.1.2(2)ダストモニタ】
・モニタリングポスト及びダストモニタ専用の無
停電電源装置について説明する。

－ － － － －

53

モニタリングポスト及びダストモニタから中央制御室及び緊急時対策所ま
でのデータの伝送系は，有線及び無線（衛星回線を含む。）により多様性
を有する設計とし，測定値は中央制御室で監視，記録を行うことができる
設計とする。

機能要求①
【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

基本方針

設計方針（環境モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

2.1 設計基準対象の施設に関する計測

3.1.1.2 環境モニタリング設備
(1)モニタリングポスト
(2)ダストモニタ

3.7.1 計測結果の指示又は表示
3.7.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記
録及び保存

【2.1 設計基準対象の施設に関する計測】
・モニタリングポスト及びダストモニタを設置す
る場所から中央制御室及び緊急時対策所への伝送
を、有線及び無線（衛星回線を含む。）により多
様性を有する設計とすることを説明する。
【3.1.1.2(1)モニタリングポスト】
【3.1.1.2(2)ダストモニタ】
・モニタリングポスト及びダストモニタのデータ
伝送について説明する。

【3.7.1 計測結果の指示又は表示】
・モニタリングポスト及びダストモニタのデータ
伝送及び測定値の表示場所について説明する。
【3.7.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の
記録及び保存】
・重大事故等対処設備による計測結果の記録及び
保存に係る場所及び方法について説明する。

－ － － － －

54 また，緊急時対策所でも監視することができる設計とする。 機能要求①
【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

基本方針

設計方針（環境モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

2.1 設計基準対象の施設に関する計測

3.1.1.2 環境モニタリング設備
(1)モニタリングポスト
(2)ダストモニタ

3.7.1 計測結果の指示又は表示

【2.1 設計基準対象の施設に関する計測】
・モニタリングポスト及びダストモニタを設置す
る場所から中央制御室及び緊急時対策所への伝送
を、有線及び無線（衛星回線を含む。）により多
様性を有する設計とすることを説明する。

【3.1.1.2(1)モニタリングポスト】
【3.1.1.2(2)ダストモニタ】
・モニタリングポスト及びダストモニタのデータ
伝送及び測定値の表示場所について説明する。

【3.7.1 計測結果の指示又は表示】
・モニタリングポスト及びダストモニタのデータ
伝送及び測定値の表示場所について説明する。

－ － － － －

55
モニタリングポスト及びダストモニタは，放射線レベル又は放射能レベル
があらかじめ設定した値を超えた場合に，直ちに中央制御室に警報を発信
する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

設計方針（環境モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（警報動作範
囲）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認系統図
「放射線監視設備の系統図」の記載より変更なし

既設工認本文
「放射線監視設備」の記載より変更なし

・モニタリングポスト及びダストモニタの系統構
成を説明する。
・モニタリングポスト及びダストモニタの警報動
作範囲について説明する。
・環境モニタリング設備の系統構成について、説
明する。

－ － － － －

56

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室においてもモニタリ
ングポスト及びダストモニタの測定値の指示及び記録を行い，放射線レベ
ル又は放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えた場合に，使用済燃料
の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室において警報を発する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

設計方針（環境モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

設計方針（警報動作範
囲）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認系統図
「放射線監視設備の系統図」の記載より変更なし

既設工認本文
「放射線監視設備」の記載より変更なし

・モニタリングポスト及びダストモニタの系統構
成を説明する。
・モニタリングポスト及びダストモニタによる計
測結果の指示または表示、記録及び保存に係る場
所及び方法について説明する。
・モニタリングポスト及びダストモニタの警報動
作範囲について説明する。

－ － － － －

57 モニタリングポスト及びダストモニタは，MOX燃料加工施設と共用する。 機能要求①
【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

設計方針（共用）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・モニタリングポスト及びダストモニタはＭＯＸ
燃料加工施設と共用するが，周辺監視区域が同一
の区域であることにより，監視結果の共有を図る
設計とすることで，共用によって再処理施設の安
全性を損なわない設計とする。

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

48 6.1.2.3　環境モニタリング設備 － － －

49
周辺監視区域境界付近の空間放射線量，空間放射線量率及び空気中の放射
性物質の濃度を監視するための環境モニタリング設備として，モニタリン
グポスト，ダストモニタ及び積算線量計を設置する設計とする。

設置要求
機能要求②

【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ
積算線量計

設計方針（環境モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（計測範囲）

50
モニタリングポスト及びダストモニタについては，設計基準事故時におけ
る迅速な対応のために測定値を中央制御室及び緊急時対策所に指示できる
設計とする。

機能要求①
【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

設計方針（環境モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

51
モニタリングポスト及びダストモニタは，非常用所内電源系統に接続し，
電源復旧までの期間，非常用所内電源系統から受電できる設計とする。

機能要求①
【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

基本方針

設計方針（環境モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

52
さらに，モニタリングポスト及びダストモニタは，専用の無停電電源装置
を有し，電源切替時の短時間の停電時に無停電電源装置から受電できる設
計とする。

機能要求①
【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

基本方針

設計方針（環境モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

53

モニタリングポスト及びダストモニタから中央制御室及び緊急時対策所ま
でのデータの伝送系は，有線及び無線（衛星回線を含む。）により多様性
を有する設計とし，測定値は中央制御室で監視，記録を行うことができる
設計とする。

機能要求①
【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

基本方針

設計方針（環境モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

54 また，緊急時対策所でも監視することができる設計とする。 機能要求①
【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

基本方針

設計方針（環境モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

55
モニタリングポスト及びダストモニタは，放射線レベル又は放射能レベル
があらかじめ設定した値を超えた場合に，直ちに中央制御室に警報を発信
する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

設計方針（環境モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（警報動作範
囲）

56

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室においてもモニタリ
ングポスト及びダストモニタの測定値の指示及び記録を行い，放射線レベ
ル又は放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えた場合に，使用済燃料
の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室において警報を発する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

設計方針（環境モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

設計方針（警報動作範
囲）

57 モニタリングポスト及びダストモニタは，MOX燃料加工施設と共用する。 機能要求①
【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

設計方針（共用）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

－ － － － － － － －

△ 基本方針 － － －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」の記載より変更なし

・環境モニタリング設備の構成について説明す
る。
・環境モニタリング設備の計測範囲について説明
する。
・環境モニタリング設備の配置について説明す
る。

△ 基本方針 － － － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認系統図
「放射線監視設備の系統図」の記載より変更なし

既設工認本文
「放射線監視設備」の記載より変更なし

・設計基準対象施設による計測結果の指示または
表示、記録及び保存に係る場所及び方法について
説明する。
・環境モニタリング設備の系統構成について説明
する。

○
モニタリングポスト
ダストモニタ

－ － － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

2.1 設計基準対象の施設に関する計測

3.1.1.2 環境モニタリング設備
(1)モニタリングポスト
(2)ダストモニタ

【2.1 設計基準対象の施設に関する計測】
・モニタリングポスト及びダストモニタは，電源
復旧までの期間の電源を確保するため，非常用所
内電源系統に接続する設計とすることを説明す
る。

【3.1.1.2(1)モニタリングポスト】
【3.1.1.2(2)ダストモニタ】
・モニタリングポスト及びダストモニタの電源系
統について説明する。

○
モニタリングポスト
ダストモニタ

－ － － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

2.1 設計基準対象の施設に関する計測

3.1.1.2 環境モニタリング設備
(1)モニタリングポスト
(2)ダストモニタ

【2.1 設計基準対象の施設に関する計測】
・専用の無停電電源装置を有し，電源切替時の短
時間の停電時に無停電電源装置から電源を受電で
きる設計とすることを説明する。

【3.1.1.2(1)モニタリングポスト】
【3.1.1.2(2)ダストモニタ】
・モニタリングポスト及びダストモニタ専用の無
停電電源装置について説明する。

○
モニタリングポスト
ダストモニタ

モニタリングポスト
ダストモニタ

－ － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

2.1 設計基準対象の施設に関する計測

3.1.1.2 環境モニタリング設備
(1)モニタリングポスト
(2)ダストモニタ

3.7.1 計測結果の指示又は表示
3.7.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記
録及び保存

【2.1 設計基準対象の施設に関する計測】
・モニタリングポスト及びダストモニタを設置す
る場所から中央制御室及び緊急時対策所への伝送
を、有線及び無線（衛星回線を含む。）により多
様性を有する設計とすることを説明する。
【3.1.1.2(1)モニタリングポスト】
【3.1.1.2(2)ダストモニタ】
・モニタリングポスト及びダストモニタのデータ
伝送について説明する。

【3.7.1 計測結果の指示又は表示】
・モニタリングポスト及びダストモニタのデータ
伝送及び測定値の表示場所について説明する。
【3.7.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の
記録及び保存】
・重大事故等対処設備による計測結果の記録及び
保存に係る場所及び方法について説明する。

○
モニタリングポスト
ダストモニタ

－ － － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

2.1 設計基準対象の施設に関する計測

3.1.1.2 環境モニタリング設備
(1)モニタリングポスト
(2)ダストモニタ

3.7.1 計測結果の指示又は表示

【2.1 設計基準対象の施設に関する計測】
・モニタリングポスト及びダストモニタを設置す
る場所から中央制御室及び緊急時対策所への伝送
を、有線及び無線（衛星回線を含む。）により多
様性を有する設計とすることを説明する。

【3.1.1.2(1)モニタリングポスト】
【3.1.1.2(2)ダストモニタ】
・モニタリングポスト及びダストモニタのデータ
伝送及び測定値の表示場所について説明する。

【3.7.1 計測結果の指示又は表示】
・モニタリングポスト及びダストモニタのデータ
伝送及び測定値の表示場所について説明する。

△ 基本方針 基本方針 － －
＜計測装置＞
警報動作範囲

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認系統図
「放射線監視設備の系統図」の記載より変更なし

既設工認本文
「放射線監視設備」の記載より変更なし

・モニタリングポスト及びダストモニタの系統構
成を説明する。
・モニタリングポスト及びダストモニタの警報動
作範囲について説明する。
・環境モニタリング設備の系統構成について、説
明する。

△ 基本方針 基本方針 － －
＜計測装置＞
警報動作範囲

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認系統図
「放射線監視設備の系統図」の記載より変更なし

既設工認本文
「放射線監視設備」の記載より変更なし

・モニタリングポスト及びダストモニタの系統構
成を説明する。
・モニタリングポスト及びダストモニタによる計
測結果の指示または表示、記録及び保存に係る場
所及び方法について説明する。
・モニタリングポスト及びダストモニタの警報動
作範囲について説明する。

○
モニタリングポスト
ダストモニタ

－ － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・モニタリングポスト及びダストモニタはＭＯＸ
燃料加工施設と共用するが，周辺監視区域が同一
の区域であることにより，監視結果の共有を図る
設計とすることで，共用によって再処理施設の安
全性を損なわない設計とする。

506



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類 構成 添付書類 説明内容
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

58 また，積算線量計は，MOX燃料加工施設及び廃棄物管理施設と共用する。 機能要求①
【環境モニタリング設備】
積算線量計

設計方針（共用）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・積算線量計は廃棄物管理施設と共用するが，周
辺監視区域が同一の区域であることにより，監視
結果の共有を図る設計とすることで，共用によっ
て再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

－ － － － －

59

モニタリングポスト及びダストモニタは，MOX燃料加工施設と共用する
が，仕様及び運用を各施設で同一とし，周辺監視区域が同一の区域である
ことにより，監視結果の共有を図る設計とすることで，共用によって再処
理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

設計方針（共用）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・モニタリングポスト及びダストモニタはＭＯＸ
燃料加工施設と共用するが，周辺監視区域が同一
の区域であることにより，監視結果の共有を図る
設計とすることで，共用によって再処理施設の安
全性を損なわない設計とする。

－ － － － －

60

また，積算線量計は，MOX燃料加工施設及び廃棄物管理施設と共用する
が，仕様及び運用を各施設で同一とし，周辺監視区域が同一の区域である
ことにより監視結果の共有を図る設計とすることで，共用によって再処理
施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
【環境モニタリング設備】
積算線量計

設計方針（共用）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・積算線量計は廃棄物管理施設と共用するが，周
辺監視区域が同一の区域であることにより，監視
結果の共有を図る設計とすることで，共用によっ
て再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

－ － － － －

62
環境モニタリング設備は，重大事故等時において，再処理施設及びMOX燃
料加工施設の周辺監視区域境界付近の空間放射線量率及び空気中の放射性
物質の濃度をモニタリング対象とする。

機能要求①
【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

設計方針（環境モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.1.1.2 環境モニタリング設備
(1)モニタリングポスト
(2)ダストモニタ

【3.1.1.2(1)モニタリングポスト】
【3.1.1.2(2)ダストモニタ】
・環境モニタリング設備のモニタリング対象を説
明する。

－ － － － －

63
環境モニタリング設備は，非常用所内電源系統に加えて，環境モニタリン
グ用代替電源設備である環境モニタリング用可搬型発電機からの給電を可
能とする設計とする。

機能要求①
【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

基本方針

設計方針（環境モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

2.2 重大事故等対処設備に関する計測

3.1.1.2 環境モニタリング設備
(1)モニタリングポスト
(2)ダストモニタ

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・環境モニタリング設備の重大事故等時における
電源に係る基本方針を説明する。

【3.1.1.2(1)モニタリングポスト】
【3.1.1.2(2)ダストモニタ】
・環境モニタリング用可搬型発電機から給電でき
る設計であることを説明する。

－ － － － －

64 環境モニタリング設備は，MOX燃料加工施設と共用する。 機能要求①
【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

設計方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

－ － － － －

65

MOX燃料加工施設と共用する環境モニタリング設備は，再処理施設及びMOX
燃料加工施設における重大事故等対処を考慮し，十分な容量及び台数を確
保することで，共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計
とする。

機能要求①
【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

設計方針（悪影響防
止）

設計方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

－ － － － －

66

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる環境モニ
タリング設備は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び
内部発生飛散物により機能が損なわれる場合，代替設備による機能の確保
又は修理の対応の手順を保安規定に定め管理することにより重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求①
運用要求

【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

基本方針（多様性，位
置的分散等（常設重大
事故等対処設備）)

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1)多様性，位置的分散

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(1)多様性，位置的分散】
・内的事象を要因として発生した場合に対処に用
いる重大事故等対処設備の代替設備について説明
する。

－ － － － －

－ － － － －61

重大事故等時において，環境モニタリング設備のうちモニタリングポスト
及びダストモニタを常設重大事故等対処設備として位置付け，周辺監視区
域における線量及び放射性物質の濃度を監視し，及び測定し，並びにその
結果を記録する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

基本方針

設計方針（環境モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

設計方針（計測範囲）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

2.2 重大事故等対処設備に関する計測

3.1.1.2 環境モニタリング設備
(1)モニタリングポスト
(2)ダストモニタ
3.7.1 計測結果の指示又は表示
3.7.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記
録及び保存

4.1 放射線管理施設の計測範囲

Ⅵ-2-4 配置図

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・環境モニタリング設備の重大事故等時における
基本方針を説明する。
・環境モニタリング設備の重大事故等時における
測定値の表示及び記録に係る基本方針を説明す
る。

【3.1.1.2 環境モニタリング設備】
・環境モニタリング設備の構成について説明す
る。
【3.1.1.2(1)モニタリングポスト】
【3.1.1.2(2)ダストモニタ】
・重大事故等が発生した場合の周辺監視区域にお
ける線量の測定について説明する。
・重大事故等が発生した場合に再処理施設から大
気中へ放出される放射性物質の捕集及び測定につ
いて説明する。
【3.7.1 計測結果の指示又は表示】
・重大事故等対処設備による計測結果の指示又は
表示に係る場所及び方法について説明する。
【3.7.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の
記録及び保存】
・重大事故等対処設備による計測結果の記録及び
保存に係る場所及び方法について説明する。

【4.1 放射線管理施設の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

【Ⅵ-2-4 配置図】
・環境モニタリング設備の配置について説明す
る。

【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

507



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

58 また，積算線量計は，MOX燃料加工施設及び廃棄物管理施設と共用する。 機能要求①
【環境モニタリング設備】
積算線量計

設計方針（共用）

59

モニタリングポスト及びダストモニタは，MOX燃料加工施設と共用する
が，仕様及び運用を各施設で同一とし，周辺監視区域が同一の区域である
ことにより，監視結果の共有を図る設計とすることで，共用によって再処
理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

設計方針（共用）

60

また，積算線量計は，MOX燃料加工施設及び廃棄物管理施設と共用する
が，仕様及び運用を各施設で同一とし，周辺監視区域が同一の区域である
ことにより監視結果の共有を図る設計とすることで，共用によって再処理
施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
【環境モニタリング設備】
積算線量計

設計方針（共用）

62
環境モニタリング設備は，重大事故等時において，再処理施設及びMOX燃
料加工施設の周辺監視区域境界付近の空間放射線量率及び空気中の放射性
物質の濃度をモニタリング対象とする。

機能要求①
【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

設計方針（環境モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

63
環境モニタリング設備は，非常用所内電源系統に加えて，環境モニタリン
グ用代替電源設備である環境モニタリング用可搬型発電機からの給電を可
能とする設計とする。

機能要求①
【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

基本方針

設計方針（環境モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

64 環境モニタリング設備は，MOX燃料加工施設と共用する。 機能要求①
【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

設計方針（悪影響防
止）

65

MOX燃料加工施設と共用する環境モニタリング設備は，再処理施設及びMOX
燃料加工施設における重大事故等対処を考慮し，十分な容量及び台数を確
保することで，共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計
とする。

機能要求①
【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

設計方針（悪影響防
止）

設計方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

66

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる環境モニ
タリング設備は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び
内部発生飛散物により機能が損なわれる場合，代替設備による機能の確保
又は修理の対応の手順を保安規定に定め管理することにより重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求①
運用要求

【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

基本方針（多様性，位
置的分散等（常設重大
事故等対処設備）)

61

重大事故等時において，環境モニタリング設備のうちモニタリングポスト
及びダストモニタを常設重大事故等対処設備として位置付け，周辺監視区
域における線量及び放射性物質の濃度を監視し，及び測定し，並びにその
結果を記録する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

基本方針

設計方針（環境モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

設計方針（計測範囲）

【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ 積算線量計 － － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・積算線量計は廃棄物管理施設と共用するが，周
辺監視区域が同一の区域であることにより，監視
結果の共有を図る設計とすることで，共用によっ
て再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

○
モニタリングポスト
ダストモニタ

－ － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・モニタリングポスト及びダストモニタはＭＯＸ
燃料加工施設と共用するが，周辺監視区域が同一
の区域であることにより，監視結果の共有を図る
設計とすることで，共用によって再処理施設の安
全性を損なわない設計とする。

○ 積算線量計 － － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・積算線量計は廃棄物管理施設と共用するが，周
辺監視区域が同一の区域であることにより，監視
結果の共有を図る設計とすることで，共用によっ
て再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

○
モニタリングポスト
ダストモニタ

－ － － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.1.1.2 環境モニタリング設備
(1)モニタリングポスト
(2)ダストモニタ

【3.1.1.2(1)モニタリングポスト】
【3.1.1.2(2)ダストモニタ】
・環境モニタリング設備のモニタリング対象を説
明する。

○
モニタリングポスト
ダストモニタ

－ － － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

2.2 重大事故等対処設備に関する計測

3.1.1.2 環境モニタリング設備
(1)モニタリングポスト
(2)ダストモニタ

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・環境モニタリング設備の重大事故等時における
電源に係る基本方針を説明する。

【3.1.1.2(1)モニタリングポスト】
【3.1.1.2(2)ダストモニタ】
・環境モニタリング用可搬型発電機から給電でき
る設計であることを説明する。

○
モニタリングポスト
ダストモニタ

－ － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

○
モニタリングポスト
ダストモニタ

－ － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

○
モニタリングポスト
ダストモニタ

－ － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1)多様性，位置的分散

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(1)多様性，位置的分散】
・内的事象を要因として発生した場合に対処に用
いる重大事故等対処設備の代替設備について説明
する。

－
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

2.2 重大事故等対処設備に関する計測

3.1.1.2 環境モニタリング設備
(1)モニタリングポスト
(2)ダストモニタ
3.7.1 計測結果の指示又は表示
3.7.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記
録及び保存

4.1 放射線管理施設の計測範囲

Ⅵ-2-4 配置図

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・環境モニタリング設備の重大事故等時における
基本方針を説明する。
・環境モニタリング設備の重大事故等時における
測定値の表示及び記録に係る基本方針を説明す
る。

【3.1.1.2 環境モニタリング設備】
・環境モニタリング設備の構成について説明す
る。
【3.1.1.2(1)モニタリングポスト】
【3.1.1.2(2)ダストモニタ】
・重大事故等が発生した場合の周辺監視区域にお
ける線量の測定について説明する。
・重大事故等が発生した場合に再処理施設から大
気中へ放出される放射性物質の捕集及び測定につ
いて説明する。
【3.7.1 計測結果の指示又は表示】
・重大事故等対処設備による計測結果の指示又は
表示に係る場所及び方法について説明する。
【3.7.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の
記録及び保存】
・重大事故等対処設備による計測結果の記録及び
保存に係る場所及び方法について説明する。

【4.1 放射線管理施設の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

【Ⅵ-2-4 配置図】
・環境モニタリング設備の配置について説明す
る。

－ －○
モニタリングポスト
ダストモニタ
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類 構成 添付書類 説明内容
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

67
環境モニタリング設備は，安全機能を有する施設として使用する場合と同
じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより，他の設備に
悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

設計方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備の悪影響防止について考慮
する事項を説明する。

－ － － － －

68

MOX燃料加工施設と共用する環境モニタリング設備は，周辺監視区域境界
付近において，放射性物質の濃度及び線量の監視，測定するために必要な
サンプリング量及び計測範囲に対して十分な容量を有する設計とするとと
もに，十分な台数を有する設計とする。

設置要求
機能要求②

【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

設計方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

設計方針（計測範囲）

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

4.1 放射線管理施設の計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【4.1 放射線管理施設の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

－ － － － －

69
環境モニタリング設備は内部発生飛散物の影響を考慮し，制御建屋及び周
辺監視区域境界付近の内部発生飛散物の影響を受けない場所に設置するこ
とにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

70
環境モニタリング設備は，通常時において，重大事故等に対処するために
必要な機能を確認するため，校正，機能の確認，性能の確認及び外観の確
認が可能な設計とする。

機能要求①
【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

71 また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。 機能要求①
【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

72 6.1.3　放射線サーベイ機器 － － － － － － － － － －

73

放射線サーベイに使用する放射線サーベイ機器として，アルファ・ベータ
線用サーベイメータ，ガンマ線用サーベイメータ，中性子線用サーベイ
メータ，エアスニファ，ダストサンプラ，ガスモニタ及びダストモニタを
設ける設計とする。

設置要求

【放射線サーベイ機器】
アルファ・ベータ線用サーベイメータ
ガンマ線用サーベイメータ
中性子線用サーベイメータ
エアスニファ
ダストサンプラ
ガスモニタ
ダストモニタ

設計方針（放射線サー
ベイ機器の設備構成、
系統構成）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

・放射線サーベイ機器の構成について説明する。
・外部放射線に係る線量当量率、線量当量、空気
中の放射性物質の濃度及び汚染された物の表面の
放射性物質の密度の測定について説明する。

－ － － － －

74
放射線サーベイ機器のガンマ線サーベイメータは，廃棄物管理施設と共用
する。

機能要求①
【放射線サーベイ機器】
ガンマ線用サーベイメータ

設計方針（共用）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・ガンマ線サーベイメータは廃棄物管理施設と共
用するが，周辺監視区域が同一の区域であること
により，監視結果の共有を図る設計とすること
で，共用によって再処理施設の安全性を損なわな
い設計とする。

－ － － － －

75
共用する放射線サーベイ機器は，仕様及び測定に係る運用を各施設で同一
とする設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない
設計とする。

機能要求①
【放射線サーベイ機器】
ガンマ線用サーベイメータ

設計方針（共用）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.7 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・ガンマ線サーベイメータは廃棄物管理施設と共
用するが，周辺監視区域が同一の区域であること
により，監視結果の共有を図る設計とすること
で，共用によって再処理施設の安全性を損なわな
い設計とする。

－ － － － －

76 6.2　代替モニタリング設備 － － － － － － － － － －

－ － － － －77

重大事故等が発生した場合に再処理施設から大気中へ放出される放射性物
質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録するため
に必要な重大事故等対処設備として代替モニタリング設備を設ける設計と
する。

設置要求

【可搬型排気モニタリング設備】
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

【代替排気モニタリング設備】
可搬型排気モニタリング用データ伝送装置
可搬型データ表示装置
可搬型排気モニタリング用発電機
監視測定用運搬車

【使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系】
主配管（建屋換気系）

【可搬型環境モニタリング設備】
可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

【代替環境モニタリング設備】
可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
可搬型環境モニタリング用発電機
可搬型データ表示装置
監視測定用運搬車

【可搬型建屋周辺モニタリング設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

設計方針（代替モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.2 代替モニタリング設備

【3.2 代替モニタリング設備】
・代替モニタリング設備の構成について説明す
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

67
環境モニタリング設備は，安全機能を有する施設として使用する場合と同
じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより，他の設備に
悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

設計方針（悪影響防
止）

68

MOX燃料加工施設と共用する環境モニタリング設備は，周辺監視区域境界
付近において，放射性物質の濃度及び線量の監視，測定するために必要な
サンプリング量及び計測範囲に対して十分な容量を有する設計とするとと
もに，十分な台数を有する設計とする。

設置要求
機能要求②

【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

設計方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

設計方針（計測範囲）

69
環境モニタリング設備は内部発生飛散物の影響を考慮し，制御建屋及び周
辺監視区域境界付近の内部発生飛散物の影響を受けない場所に設置するこ
とにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

70
環境モニタリング設備は，通常時において，重大事故等に対処するために
必要な機能を確認するため，校正，機能の確認，性能の確認及び外観の確
認が可能な設計とする。

機能要求①
【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

設計方針（試験・検査
性）

71 また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。 機能要求①
【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

設計方針（試験・検査
性）

72 6.1.3　放射線サーベイ機器 － － －

73

放射線サーベイに使用する放射線サーベイ機器として，アルファ・ベータ
線用サーベイメータ，ガンマ線用サーベイメータ，中性子線用サーベイ
メータ，エアスニファ，ダストサンプラ，ガスモニタ及びダストモニタを
設ける設計とする。

設置要求

【放射線サーベイ機器】
アルファ・ベータ線用サーベイメータ
ガンマ線用サーベイメータ
中性子線用サーベイメータ
エアスニファ
ダストサンプラ
ガスモニタ
ダストモニタ

設計方針（放射線サー
ベイ機器の設備構成、
系統構成）

74
放射線サーベイ機器のガンマ線サーベイメータは，廃棄物管理施設と共用
する。

機能要求①
【放射線サーベイ機器】
ガンマ線用サーベイメータ

設計方針（共用）

75
共用する放射線サーベイ機器は，仕様及び測定に係る運用を各施設で同一
とする設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない
設計とする。

機能要求①
【放射線サーベイ機器】
ガンマ線用サーベイメータ

設計方針（共用）

76 6.2　代替モニタリング設備 － － －

77

重大事故等が発生した場合に再処理施設から大気中へ放出される放射性物
質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録するため
に必要な重大事故等対処設備として代替モニタリング設備を設ける設計と
する。

設置要求

【可搬型排気モニタリング設備】
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

【代替排気モニタリング設備】
可搬型排気モニタリング用データ伝送装置
可搬型データ表示装置
可搬型排気モニタリング用発電機
監視測定用運搬車

【使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系】
主配管（建屋換気系）

【可搬型環境モニタリング設備】
可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

【代替環境モニタリング設備】
可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
可搬型環境モニタリング用発電機
可搬型データ表示装置
監視測定用運搬車

【可搬型建屋周辺モニタリング設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

設計方針（代替モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○
モニタリングポスト
ダストモニタ

－ － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備の悪影響防止について考慮
する事項を説明する。

○
モニタリングポスト
ダストモニタ

－ － －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

4.1 放射線管理施設の計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【4.1 放射線管理施設の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

○ 基本方針 基本方針 － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

○
モニタリングポスト
ダストモニタ

－ － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

○
モニタリングポスト
ダストモニタ

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － － － － －

△ 基本方針 基本方針 － － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

・放射線サーベイ機器の構成について説明する。
・外部放射線に係る線量当量率、線量当量、空気
中の放射性物質の濃度及び汚染された物の表面の
放射性物質の密度の測定について説明する。

○ － ガンマ線サーベイメータ － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・ガンマ線サーベイメータは廃棄物管理施設と共
用するが，周辺監視区域が同一の区域であること
により，監視結果の共有を図る設計とすること
で，共用によって再処理施設の安全性を損なわな
い設計とする。

○ － ガンマ線サーベイメータ － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.7 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・ガンマ線サーベイメータは廃棄物管理施設と共
用するが，周辺監視区域が同一の区域であること
により，監視結果の共有を図る設計とすること
で，共用によって再処理施設の安全性を損なわな
い設計とする。

－ － － － － － － －

○ 主配管（建屋換気系）

可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置
可搬型データ表示装置
可搬型排気モニタリング用発電機
監視測定用運搬車

可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
可搬型環境モニタリング用発電機

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

－ － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.2 代替モニタリング設備

【3.2 代替モニタリング設備】
・代替モニタリング設備の構成について説明す
る。

510



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類 構成 添付書類 説明内容
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

79 6.2.1　代替排気モニタリング設備 － － － － － － － － － －

80
重大事故等時において，排気モニタリング設備が機能喪失した場合に，そ
の機能を代替する代替排気モニタリング設備を可搬型重大事故等対処設備
として設ける設計とする。

設置要求

【可搬型排気モニタリング設備】
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

【代替排気モニタリング設備】
可搬型排気モニタリング用データ伝送装置
可搬型データ表示装置
可搬型排気モニタリング用発電機
監視測定用運搬車

基本方針

設計方針（代替排気モ
ニタリング設備の設備
構成、系統構成）

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
2.基本方針
2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
3.2.1 代替排気モニタリング設備

Ⅵ-2-4 配置図

【Ⅵ-1-1-8 通信連絡設備に関する説明書】
【緊急時対策所へデータ伝送するための設備の構
成について】
・緊急時対策所へデータ伝送するための設備の構
成について説明する。

【Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明
書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明
書】
【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・代替排気モニタリング設備の重大事故等時にお
ける基本方針を説明する。
【3.2.1 代替排気モニタリング設備】
・代替排気モニタリング設備の構成について説明
する。
【Ⅵ-2-4 配置図】
・代替排気モニタリング設備の配置について説明
する。

－ － － － －

81

代替排気モニタリング設備は，可搬型排気モニタリング設備の可搬型ガス
モニタ及び可搬型排気サンプリング設備，可搬型排気モニタリング用デー
タ伝送装置，可搬型データ表示装置，可搬型排気モニタリング用発電機，
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトの一部並びに監視測定用運
搬車で構成する。

設置要求

【可搬型排気モニタリング設備】
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

【代替排気モニタリング設備】
可搬型排気モニタリング用データ伝送装置
可搬型データ表示装置
可搬型排気モニタリング用発電機
監視測定用運搬車

【使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系】
主配管（建屋換気系）

設計方針（代替排気モ
ニタリング設備の設備
構成、系統構成）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.2.1 代替排気モニタリング設備
(3)可搬型排気モニタリング用発電機

Ⅵ-2-5 構造図

【3.2.1(3)可搬型排気モニタリング用発電機】
・代替排気モニタリング設備の構成について説明
する。

【Ⅵ-2-5 構造図】
・可搬型排気モニタリング用発電機の構造につい
て説明する。

－ － － － －

82
可搬型排気モニタリング設備は，主排気筒又は北換気筒（使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋換気筒）から大気中へ放出される放射性物質を連続的に捕集
するとともに，放射性希ガスの濃度を連続測定する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【可搬型排気モニタリング設備】
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

設計方針（代替排気モ
ニタリング設備の設備
構成、系統構成）

設計方針（計測範囲）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.2.1 代替排気モニタリング設備
(1)可搬型ガスモニタ
(2)可搬型排気サンプリング設備

4.1 放射線管理施設の計測範囲

【3.2.1(1)可搬型ガスモニタ】
・重大事故等が発生した場合の放射性希ガスの測
定について説明する。
【3.2.1(2)可搬型排気サンプリング設備】
・重大事故等が発生した場合に再処理施設から大
気中へ放出される放射性物質の捕集について説明
する。

【4.1 放射線管理施設の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

－ － － － －

83

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ及び排気サンプリング設備
（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の代替設備である可搬型排気モニ
タリング設備は，電気設備の一部である，代替電源設備の使用済燃料の受
入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機により電力を受電する設計とする。

機能要求①

【可搬型排気モニタリング設備】
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

【代替排気モニタリング設備】
可搬型排気モニタリング用データ伝送装置

設計方針（代替排気モ
ニタリング設備の設備
構成、系統構成）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.2.1 代替排気モニタリング設備
(1)可搬型ガスモニタ

【3.2.1(1)可搬型ガスモニタ】
・北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気
筒）の排気モニタリング設備の代替設備である可
搬型排気モニタリング設備の給電について説明す
る。

－ － － － －

84
可搬型排気モニタリング用発電機及び監視測定用運搬車は，MOX燃料加工
施設と共用する。

機能要求①
【代替排気モニタリング設備】
可搬型排気モニタリング用発電機
監視測定用運搬車

設計方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

－ － － － －

85

MOX燃料加工施設と共用する可搬型排気モニタリング用発電機は，再処理
施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等対処を考慮し，十分な容量
及び台数を確保することで，共用によって重大事故等時の対処に影響を及
ぼさない設計とする。

機能要求①
【代替排気モニタリング設備】
可搬型排気モニタリング用発電機

設計方針（悪影響防
止）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

－ － － － －

－ － － － －78
代替モニタリング設備は，代替排気モニタリング設備及び代替環境モニタ
リング設備で構成する。

設置要求

【可搬型排気モニタリング設備】
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

【代替排気モニタリング設備】
可搬型排気モニタリング用データ伝送装置
可搬型データ表示装置
可搬型排気モニタリング用発電機
監視測定用運搬車

【使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系】
主配管（建屋換気系）

【可搬型環境モニタリング設備】
可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

【代替環境モニタリング設備】
可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
可搬型環境モニタリング用発電機
可搬型データ表示装置
監視測定用運搬車

【可搬型建屋周辺モニタリング設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

設計方針（代替モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.2 代替モニタリング設備

【3.2 代替モニタリング設備】
・代替モニタリング設備の構成について説明す
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

79 6.2.1　代替排気モニタリング設備 － － －

80
重大事故等時において，排気モニタリング設備が機能喪失した場合に，そ
の機能を代替する代替排気モニタリング設備を可搬型重大事故等対処設備
として設ける設計とする。

設置要求

【可搬型排気モニタリング設備】
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

【代替排気モニタリング設備】
可搬型排気モニタリング用データ伝送装置
可搬型データ表示装置
可搬型排気モニタリング用発電機
監視測定用運搬車

基本方針

設計方針（代替排気モ
ニタリング設備の設備
構成、系統構成）

81

代替排気モニタリング設備は，可搬型排気モニタリング設備の可搬型ガス
モニタ及び可搬型排気サンプリング設備，可搬型排気モニタリング用デー
タ伝送装置，可搬型データ表示装置，可搬型排気モニタリング用発電機，
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトの一部並びに監視測定用運
搬車で構成する。

設置要求

【可搬型排気モニタリング設備】
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

【代替排気モニタリング設備】
可搬型排気モニタリング用データ伝送装置
可搬型データ表示装置
可搬型排気モニタリング用発電機
監視測定用運搬車

【使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系】
主配管（建屋換気系）

設計方針（代替排気モ
ニタリング設備の設備
構成、系統構成）

82
可搬型排気モニタリング設備は，主排気筒又は北換気筒（使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋換気筒）から大気中へ放出される放射性物質を連続的に捕集
するとともに，放射性希ガスの濃度を連続測定する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【可搬型排気モニタリング設備】
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

設計方針（代替排気モ
ニタリング設備の設備
構成、系統構成）

設計方針（計測範囲）

83

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ及び排気サンプリング設備
（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の代替設備である可搬型排気モニ
タリング設備は，電気設備の一部である，代替電源設備の使用済燃料の受
入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機により電力を受電する設計とする。

機能要求①

【可搬型排気モニタリング設備】
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

【代替排気モニタリング設備】
可搬型排気モニタリング用データ伝送装置

設計方針（代替排気モ
ニタリング設備の設備
構成、系統構成）

84
可搬型排気モニタリング用発電機及び監視測定用運搬車は，MOX燃料加工
施設と共用する。

機能要求①
【代替排気モニタリング設備】
可搬型排気モニタリング用発電機
監視測定用運搬車

設計方針（悪影響防
止）

85

MOX燃料加工施設と共用する可搬型排気モニタリング用発電機は，再処理
施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等対処を考慮し，十分な容量
及び台数を確保することで，共用によって重大事故等時の対処に影響を及
ぼさない設計とする。

機能要求①
【代替排気モニタリング設備】
可搬型排気モニタリング用発電機

設計方針（悪影響防
止）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

78
代替モニタリング設備は，代替排気モニタリング設備及び代替環境モニタ
リング設備で構成する。

設置要求

【可搬型排気モニタリング設備】
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

【代替排気モニタリング設備】
可搬型排気モニタリング用データ伝送装置
可搬型データ表示装置
可搬型排気モニタリング用発電機
監視測定用運搬車

【使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系】
主配管（建屋換気系）

【可搬型環境モニタリング設備】
可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

【代替環境モニタリング設備】
可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
可搬型環境モニタリング用発電機
可搬型データ表示装置
監視測定用運搬車

【可搬型建屋周辺モニタリング設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

設計方針（代替モニタ
リング設備の設備構
成、系統構成）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

－ － － － － － － －

○ －

可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置
可搬型データ表示装置
可搬型排気モニタリング用発電機
監視測定用運搬車

－ － －

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
2.基本方針
2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
3.2.1 代替排気モニタリング設備

Ⅵ-2-4 配置図

【Ⅵ-1-1-8 通信連絡設備に関する説明書】
【緊急時対策所へデータ伝送するための設備の構
成について】
・緊急時対策所へデータ伝送するための設備の構
成について説明する。

【Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明
書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明
書】
【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・代替排気モニタリング設備の重大事故等時にお
ける基本方針を説明する。
【3.2.1 代替排気モニタリング設備】
・代替排気モニタリング設備の構成について説明
する。
【Ⅵ-2-4 配置図】
・代替排気モニタリング設備の配置について説明
する。

○ 主配管（建屋換気系）

可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置
可搬型データ表示装置
可搬型排気モニタリング用発電機
監視測定用運搬車

－ － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.2.1 代替排気モニタリング設備
(3)可搬型排気モニタリング用発電機

Ⅵ-2-5 構造図

【3.2.1(3)可搬型排気モニタリング用発電機】
・代替排気モニタリング設備の構成について説明
する。

【Ⅵ-2-5 構造図】
・可搬型排気モニタリング用発電機の構造につい
て説明する。

○ －

可搬型排気サンプリング設備

【機能要求②】
可搬型ガスモニタ

－ －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.2.1 代替排気モニタリング設備
(1)可搬型ガスモニタ
(2)可搬型排気サンプリング設備

4.1 放射線管理施設の計測範囲

【3.2.1(1)可搬型ガスモニタ】
・重大事故等が発生した場合の放射性希ガスの測
定について説明する。
【3.2.1(2)可搬型排気サンプリング設備】
・重大事故等が発生した場合に再処理施設から大
気中へ放出される放射性物質の捕集について説明
する。

【4.1 放射線管理施設の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

○ －

【可搬型排気モニタリング設備】
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

【代替排気モニタリング設備】
可搬型排気モニタリング用データ伝送装置

－ － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.2.1 代替排気モニタリング設備
(1)可搬型ガスモニタ

【3.2.1(1)可搬型ガスモニタ】
・北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気
筒）の排気モニタリング設備の代替設備である可
搬型排気モニタリング設備の給電について説明す
る。

○ －
可搬型排気モニタリング用発電機
監視測定用運搬車

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

○ － 可搬型排気モニタリング用発電機 － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

○ 主配管（建屋換気系）

可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置
可搬型データ表示装置
可搬型排気モニタリング用発電機
監視測定用運搬車

可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
可搬型環境モニタリング用発電機

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

－ － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.2 代替モニタリング設備

【3.2 代替モニタリング設備】
・代替モニタリング設備の構成について説明す
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類 構成 添付書類 説明内容
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

86
MOX燃料加工施設と共用する監視測定用運搬車は，再処理施設及びMOX燃料
加工施設における重大事故等対処を考慮し，十分な台数を確保すること
で，共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
【代替排気モニタリング設備】
監視測定用運搬車

設計方針（悪影響防
止）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

－ － － － －

87

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替排気
モニタリング設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトの一部
は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散
物により機能が損なわれる場合，代替設備による機能の確保又は修理の対
応の手順を保安規定に定め管理することにより重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。

機能要求①
運用要求

【使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系】
主配管（建屋換気系）

基本方針（多様性，位
置的分散等（常設重大
事故等対処設備）)

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1)多様性，位置的分散

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(1)多様性，位置的分散】
・内的事象を要因として発生した場合に対処に用
いる重大事故等対処設備の代替設備について説明
する。

－ － － － －

88

主排気筒をモニタリング対象とする可搬型排気モニタリング設備，可搬型
排気モニタリング用データ伝送装置，可搬型データ表示装置及び可搬型排
気モニタリング用発電機は，共通要因によって主排気筒ガスモニタ及び排
気サンプリング設備（主排気筒）と同時にその機能が損なわれるおそれが
ないように，故障時のバックアップを含めて必要な数量を主排気筒ガスモ
ニタ及び排気サンプリング設備（主排気筒）が設置される建屋から100ｍ
以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，主排気筒
管理建屋及び制御建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求

【可搬型排気モニタリング設備】
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

【代替排気モニタリング設備】
可搬型排気モニタリング用データ伝送装置
可搬型データ表示装置
可搬型排気モニタリング用発電機

設計方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1)多様性，位置的分散

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(1)多様性，位置的分散】
・重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等に
ついて説明する。

－ － － － －

89
主排気筒管理建屋及び制御建屋に保管する場合は主排気筒ガスモニタ及び
排気サンプリング設備（主排気筒）が設置される場所と異なる場所に保管
することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求

【可搬型排気モニタリング設備】
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

【代替排気モニタリング設備】
可搬型排気モニタリング用データ伝送装置
可搬型データ表示装置
可搬型排気モニタリング用発電機

設計方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1)多様性，位置的分散

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(1)多様性，位置的分散】
・重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等に
ついて説明する。

－ － － － －

90

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）をモニタリング対象とす
る可搬型排気モニタリング設備及び可搬型排気モニタリング用データ伝送
装置は，共通要因によって使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ
及び排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）と同時
にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時のバックアップを含
めて必要な数量を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ及び排気
サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）が設置される建
屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して
保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求

【可搬型排気モニタリング設備】
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

【代替排気モニタリング設備】
可搬型排気モニタリング用データ伝送装置

設計方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1)多様性，位置的分散

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(1)多様性，位置的分散】
・重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等に
ついて説明する。

－ － － － －

91

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトは，弁等の操作によって安
全機能を有する施設として使用する系統構成から重大事故等対処設備とし
ての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。

機能要求①
【使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系】
主配管（建屋換気系）

設計方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備の悪影響防止について考慮
する事項を説明する。

－ － － － －

92

可搬型排気モニタリング設備は，再処理施設から放出される放射性物質の
濃度の監視，測定に必要なサンプリング量及び計測範囲を有する設計とす
るとともに，可搬型ガスモニタの保有数は，必要数及び予備として故障時
のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とし，可搬型排気サンプ
リング設備の保有数は，必要数として２台，予備として故障時のバック
アップを２台の合計４台以上を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【可搬型排気モニタリング設備】
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（計測範囲）

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
4.1 放射線管理施設の計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【4.1 放射線管理施設の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

－ － － － －

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
2.基本方針
2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
3.2.1 代替排気モニタリング設備
(1)可搬型ガスモニタ

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【Ⅵ-1-1-8 通信連絡設備に関する説明書】
【緊急時対策所へデータ伝送するための設備の構
成について】
・緊急時対策所へデータ伝送するための設備の構
成について説明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・代替排気モニタリング設備の重大事故等時にお
ける測定値の表示及び記録に係る基本方針を説明
する。
【3.2.1(1)可搬型ガスモニタ】
・可搬型排気モニタリング設備の測定値のデータ
伝送について説明する。

－ － － － －93

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置は，可搬型排気モニタリング設
備の測定値を衛星通信により中央制御室及び緊急時対策所に伝送できる設
計とするとともに，保有数は，必要数として２台，予備として故障時の
バックアップを２台の合計４台以上を確保する設計とする。

設置要求
機能要求①

【代替排気モニタリング設備】
可搬型排気モニタリング用データ伝送装置

基本方針

設計方針（代替排気モ
ニタリング設備の設備
構成、系統構成）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

513



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

86
MOX燃料加工施設と共用する監視測定用運搬車は，再処理施設及びMOX燃料
加工施設における重大事故等対処を考慮し，十分な台数を確保すること
で，共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
【代替排気モニタリング設備】
監視測定用運搬車

設計方針（悪影響防
止）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

87

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替排気
モニタリング設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトの一部
は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散
物により機能が損なわれる場合，代替設備による機能の確保又は修理の対
応の手順を保安規定に定め管理することにより重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。

機能要求①
運用要求

【使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系】
主配管（建屋換気系）

基本方針（多様性，位
置的分散等（常設重大
事故等対処設備）)

88

主排気筒をモニタリング対象とする可搬型排気モニタリング設備，可搬型
排気モニタリング用データ伝送装置，可搬型データ表示装置及び可搬型排
気モニタリング用発電機は，共通要因によって主排気筒ガスモニタ及び排
気サンプリング設備（主排気筒）と同時にその機能が損なわれるおそれが
ないように，故障時のバックアップを含めて必要な数量を主排気筒ガスモ
ニタ及び排気サンプリング設備（主排気筒）が設置される建屋から100ｍ
以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，主排気筒
管理建屋及び制御建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求

【可搬型排気モニタリング設備】
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

【代替排気モニタリング設備】
可搬型排気モニタリング用データ伝送装置
可搬型データ表示装置
可搬型排気モニタリング用発電機

設計方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

89
主排気筒管理建屋及び制御建屋に保管する場合は主排気筒ガスモニタ及び
排気サンプリング設備（主排気筒）が設置される場所と異なる場所に保管
することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求

【可搬型排気モニタリング設備】
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

【代替排気モニタリング設備】
可搬型排気モニタリング用データ伝送装置
可搬型データ表示装置
可搬型排気モニタリング用発電機

設計方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

90

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）をモニタリング対象とす
る可搬型排気モニタリング設備及び可搬型排気モニタリング用データ伝送
装置は，共通要因によって使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ
及び排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）と同時
にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時のバックアップを含
めて必要な数量を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ及び排気
サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）が設置される建
屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して
保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求

【可搬型排気モニタリング設備】
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

【代替排気モニタリング設備】
可搬型排気モニタリング用データ伝送装置

設計方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

91

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトは，弁等の操作によって安
全機能を有する施設として使用する系統構成から重大事故等対処設備とし
ての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。

機能要求①
【使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系】
主配管（建屋換気系）

設計方針（悪影響防
止）

92

可搬型排気モニタリング設備は，再処理施設から放出される放射性物質の
濃度の監視，測定に必要なサンプリング量及び計測範囲を有する設計とす
るとともに，可搬型ガスモニタの保有数は，必要数及び予備として故障時
のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とし，可搬型排気サンプ
リング設備の保有数は，必要数として２台，予備として故障時のバック
アップを２台の合計４台以上を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【可搬型排気モニタリング設備】
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（計測範囲）

93

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置は，可搬型排気モニタリング設
備の測定値を衛星通信により中央制御室及び緊急時対策所に伝送できる設
計とするとともに，保有数は，必要数として２台，予備として故障時の
バックアップを２台の合計４台以上を確保する設計とする。

設置要求
機能要求①

【代替排気モニタリング設備】
可搬型排気モニタリング用データ伝送装置

基本方針

設計方針（代替排気モ
ニタリング設備の設備
構成、系統構成）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 監視測定用運搬車 － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

○ 主配管（建屋換気系） － － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1)多様性，位置的分散

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(1)多様性，位置的分散】
・内的事象を要因として発生した場合に対処に用
いる重大事故等対処設備の代替設備について説明
する。

○ －

可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置
可搬型データ表示装置
可搬型排気モニタリング用発電機

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1)多様性，位置的分散

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(1)多様性，位置的分散】
・重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等に
ついて説明する。

○ －

可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置
可搬型データ表示装置
可搬型排気モニタリング用発電機

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1)多様性，位置的分散

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(1)多様性，位置的分散】
・重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等に
ついて説明する。

○ －

可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1)多様性，位置的分散

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(1)多様性，位置的分散】
・重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等に
ついて説明する。

○ 主配管（建屋換気系） － － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備の悪影響防止について考慮
する事項を説明する。

○ －

可搬型排気サンプリング設備

【機能要求②】
可搬型ガスモニタ

－ －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
4.1 放射線管理施設の計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【4.1 放射線管理施設の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置 － － －

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
2.基本方針
2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
3.2.1 代替排気モニタリング設備
(1)可搬型ガスモニタ

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【Ⅵ-1-1-8 通信連絡設備に関する説明書】
【緊急時対策所へデータ伝送するための設備の構
成について】
・緊急時対策所へデータ伝送するための設備の構
成について説明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・代替排気モニタリング設備の重大事故等時にお
ける測定値の表示及び記録に係る基本方針を説明
する。
【3.2.1(1)可搬型ガスモニタ】
・可搬型排気モニタリング設備の測定値のデータ
伝送について説明する。

○ －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類 構成 添付書類 説明内容
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

94

MOX燃料加工施設と共用する可搬型排気モニタリング用発電機は，可搬型
排気モニタリング設備，可搬型排気モニタリング用データ伝送装置，可搬
型核種分析装置及び可搬型トリチウム測定装置に給電できる容量を有する
設計とするとともに，保有数は，必要数並びに予備として故障時及び点検
保守による待機除外時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計と
する。

設置要求
機能要求②

【代替排気モニタリング設備】
可搬型排気モニタリング用発電機

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（代替排気モ
ニタリング設備の設備
構成、系統構成）

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.2.1 代替排気モニタリング設備
(3)可搬型排気モニタリング用発電機

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【3.2.1(3)可搬型排気モニタリング用発電機】
・可搬型排気モニタリング用発電機の構成及び容
量について説明する。

－ － － － －

95

可搬型データ表示装置は，可搬型排気モニタリング用データ伝送装置，可
搬型環境モニタリング用データ伝送装置及び可搬型気象観測用データ伝送
装置から衛星通信により伝送される可搬型ガスモニタ，可搬型環境モニタ
リング設備及び可搬型気象観測設備の測定値又は観測値を指示できる設計
とするとともに，保有数は，必要数として１台，予備として故障時のバッ
クアップを１台の合計２台以上を確保する設計とする。

設置要求
機能要求①

【代替排気モニタリング設備】
可搬型データ表示装置

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.7.1 計測結果の指示又は表示

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【3.7.1 計測結果の指示又は表示】
・重大事故等対処設備による計測結果の指示又は
表示に係る場所及び方法について説明する。

－ － － － －

96
また，電源喪失により保存した記録が失われないよう，電磁的に記録，保
存するとともに，必要な容量を保存できる設計とする。

機能要求①
【代替排気モニタリング設備】
可搬型データ表示装置

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.7.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記
録及び保存

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【3.7.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の
記録及び保存】
・重大事故等対処設備による計測結果の記録及び
保存に係る場所及び方法について説明する。

－ － － － －

97
可搬型データ表示装置は，代替モニタリング設備及び代替気象観測設備で
同時に要求される測定値又は観測値の表示機能を有する設計とし，兼用で
きる設計とする。

機能要求①
【代替排気モニタリング設備】
可搬型データ表示装置

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.2.1 代替排気モニタリング設備
3.7.1 計測結果の指示又は表示

【3.2.1 代替排気モニタリング設備】
・兼用設備について説明する。

【3.7.1 計測結果の指示又は表示】
・重大事故等対処設備による計測結果の指示又は
表示に係る場所及び方法について説明する。

－ － － － －

98
MOX燃料加工施設と共用する監視測定用運搬車の保有数は，必要数として
３台，予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバックアップを
４台の合計７台以上を確保する設計とする。

設置要求
【代替排気モニタリング設備】
監視測定用運搬車

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

－ － － － －

99

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる可搬型排気モ
ニタリング設備，可搬型排気モニタリング用データ伝送装置，可搬型デー
タ表示装置，可搬型排気モニタリング用発電機及び監視測定用運搬車は，
「９．２　重大事故等対処設備」の「９．２．７　地震を要因とする重大
事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

100

可搬型排気モニタリング設備，可搬型排気モニタリング用データ伝送装
置，可搬型データ表示装置，可搬型排気モニタリング用発電機は，外部か
らの衝撃による損傷を防止できる主排気筒管理建屋，制御建屋，第１保管
庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

【可搬型排気モニタリング設備】
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

【代替排気モニタリング設備】
可搬型排気モニタリング用データ伝送装置
可搬型データ表示装置
可搬型排気モニタリング用発電機

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

101
可搬型データ表示装置は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響
を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防護する設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

102

可搬型排気モニタリング設備，可搬型排気モニタリング用データ伝送装
置,可搬型データ表示装置及び可搬型排気モニタリング用発電機は，内部
発生飛散物の影響を考慮し，主排気筒管理建屋，制御建屋，第１保管庫・
貯水所及び第２保管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を受けない場所に
保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

103
可搬型排気モニタリング設備及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の
ダクトの一部は，コネクタに統一することにより，速やかに，容易かつ確
実に現場での接続が可能な設計とする。

機能要求①

【可搬型排気モニタリング設備】
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

【使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系】
主配管（建屋換気系）

設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (1)操作性の確保

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(1)操作性の確保】
・重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

－ － － － －

104

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトの一部は，通常時に使用す
る系統から速やかに切り替えることができるよう，系統に必要な弁等を設
ける設計とし，それぞれ簡易な接続及び弁等の操作により安全機能を有す
る施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる設
計とする。

機能要求①
【使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系】
主配管（建屋換気系）

設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (1)操作性の確保

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(1)操作性の確保】
・重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

－ － － － －

105
可搬型排気モニタリング設備は，通常時において，重大事故等に対処する
ために必要な機能を確認するため，校正，機能の確認，性能の確認及び外
観の確認が可能な設計とする。

機能要求①
【可搬型排気モニタリング設備】
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

106 また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。 機能要求①
【可搬型排気モニタリング設備】
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

107

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置，可搬型データ表示装置，可搬
型排気モニタリング用発電機は，通常時において，重大事故等に対処する
ために必要な機能を確認するため，機能の確認，性能の確認及び外観の確
認が可能な設計とする。

機能要求①

【代替排気モニタリング設備】
可搬型排気モニタリング用データ伝送装置
可搬型データ表示装置
可搬型排気モニタリング用発電機

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

515



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

94

MOX燃料加工施設と共用する可搬型排気モニタリング用発電機は，可搬型
排気モニタリング設備，可搬型排気モニタリング用データ伝送装置，可搬
型核種分析装置及び可搬型トリチウム測定装置に給電できる容量を有する
設計とするとともに，保有数は，必要数並びに予備として故障時及び点検
保守による待機除外時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計と
する。

設置要求
機能要求②

【代替排気モニタリング設備】
可搬型排気モニタリング用発電機

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（代替排気モ
ニタリング設備の設備
構成、系統構成）

95

可搬型データ表示装置は，可搬型排気モニタリング用データ伝送装置，可
搬型環境モニタリング用データ伝送装置及び可搬型気象観測用データ伝送
装置から衛星通信により伝送される可搬型ガスモニタ，可搬型環境モニタ
リング設備及び可搬型気象観測設備の測定値又は観測値を指示できる設計
とするとともに，保有数は，必要数として１台，予備として故障時のバッ
クアップを１台の合計２台以上を確保する設計とする。

設置要求
機能要求①

【代替排気モニタリング設備】
可搬型データ表示装置

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

96
また，電源喪失により保存した記録が失われないよう，電磁的に記録，保
存するとともに，必要な容量を保存できる設計とする。

機能要求①
【代替排気モニタリング設備】
可搬型データ表示装置

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

97
可搬型データ表示装置は，代替モニタリング設備及び代替気象観測設備で
同時に要求される測定値又は観測値の表示機能を有する設計とし，兼用で
きる設計とする。

機能要求①
【代替排気モニタリング設備】
可搬型データ表示装置

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

98
MOX燃料加工施設と共用する監視測定用運搬車の保有数は，必要数として
３台，予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバックアップを
４台の合計７台以上を確保する設計とする。

設置要求
【代替排気モニタリング設備】
監視測定用運搬車

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

99

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる可搬型排気モ
ニタリング設備，可搬型排気モニタリング用データ伝送装置，可搬型デー
タ表示装置，可搬型排気モニタリング用発電機及び監視測定用運搬車は，
「９．２　重大事故等対処設備」の「９．２．７　地震を要因とする重大
事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

100

可搬型排気モニタリング設備，可搬型排気モニタリング用データ伝送装
置，可搬型データ表示装置，可搬型排気モニタリング用発電機は，外部か
らの衝撃による損傷を防止できる主排気筒管理建屋，制御建屋，第１保管
庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

【可搬型排気モニタリング設備】
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

【代替排気モニタリング設備】
可搬型排気モニタリング用データ伝送装置
可搬型データ表示装置
可搬型排気モニタリング用発電機

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

101
可搬型データ表示装置は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響
を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防護する設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

102

可搬型排気モニタリング設備，可搬型排気モニタリング用データ伝送装
置,可搬型データ表示装置及び可搬型排気モニタリング用発電機は，内部
発生飛散物の影響を考慮し，主排気筒管理建屋，制御建屋，第１保管庫・
貯水所及び第２保管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を受けない場所に
保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

103
可搬型排気モニタリング設備及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の
ダクトの一部は，コネクタに統一することにより，速やかに，容易かつ確
実に現場での接続が可能な設計とする。

機能要求①

【可搬型排気モニタリング設備】
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

【使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系】
主配管（建屋換気系）

設計方針（操作性の確
保）

104

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトの一部は，通常時に使用す
る系統から速やかに切り替えることができるよう，系統に必要な弁等を設
ける設計とし，それぞれ簡易な接続及び弁等の操作により安全機能を有す
る施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる設
計とする。

機能要求①
【使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系】
主配管（建屋換気系）

設計方針（操作性の確
保）

105
可搬型排気モニタリング設備は，通常時において，重大事故等に対処する
ために必要な機能を確認するため，校正，機能の確認，性能の確認及び外
観の確認が可能な設計とする。

機能要求①
【可搬型排気モニタリング設備】
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

設計方針（試験・検査
性）

106 また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。 機能要求①
【可搬型排気モニタリング設備】
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

設計方針（試験・検査
性）

107

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置，可搬型データ表示装置，可搬
型排気モニタリング用発電機は，通常時において，重大事故等に対処する
ために必要な機能を確認するため，機能の確認，性能の確認及び外観の確
認が可能な設計とする。

機能要求①

【代替排気モニタリング設備】
可搬型排気モニタリング用データ伝送装置
可搬型データ表示装置
可搬型排気モニタリング用発電機

設計方針（試験・検査
性）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 可搬型排気モニタリング用発電機 － －
＜発電機＞
容量

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.2.1 代替排気モニタリング設備
(3)可搬型排気モニタリング用発電機

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【3.2.1(3)可搬型排気モニタリング用発電機】
・可搬型排気モニタリング用発電機の構成及び容
量について説明する。

○ － 可搬型データ表示装置 － － －

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.7.1 計測結果の指示又は表示

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【3.7.1 計測結果の指示又は表示】
・重大事故等対処設備による計測結果の指示又は
表示に係る場所及び方法について説明する。

○ － 可搬型データ表示装置 － － －

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.7.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記
録及び保存

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【3.7.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の
記録及び保存】
・重大事故等対処設備による計測結果の記録及び
保存に係る場所及び方法について説明する。

○ － 可搬型データ表示装置 － － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.2.1 代替排気モニタリング設備
3.7.1 計測結果の指示又は表示

【3.2.1 代替排気モニタリング設備】
・兼用設備について説明する。

【3.7.1 計測結果の指示又は表示】
・重大事故等対処設備による計測結果の指示又は
表示に係る場所及び方法について説明する。

○ － 監視測定用運搬車 － － －
Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

○ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

○ －

可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置
可搬型データ表示装置
可搬型排気モニタリング用発電機

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

○ － 施設共通 基本設計方針 － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

○ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

○ 主配管（建屋換気系）
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (1)操作性の確保

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(1)操作性の確保】
・重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

○ 主配管（建屋換気系） － － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (1)操作性の確保

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(1)操作性の確保】
・重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

○ －
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

○ －
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

○ －
可搬型排気モニタリング用データ伝送装置
可搬型データ表示装置
可搬型排気モニタリング用発電機

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類 構成 添付書類 説明内容
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

108 また，当該機能を健全に維持するため，取替え等が可能な設計とする。 機能要求①

【代替排気モニタリング設備】
可搬型排気モニタリング用データ伝送装置
可搬型データ表示装置
可搬型排気モニタリング用発電機

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

109 6.2.2　代替環境モニタリング設備 － － － － － － － － － －

110
重大事故等時において，環境モニタリング設備が機能喪失した場合に，そ
の機能を代替する代替環境モニタリング設備を可搬型重大事故等対処設備
として設ける設計とする。

設置要求

【可搬型環境モニタリング設備】
可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

【代替環境モニタリング設備】
可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
可搬型環境モニタリング用発電機
可搬型データ表示装置
監視測定用運搬車

【可搬型建屋周辺モニタリング設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

基本方針

設計方針（代替環境モ
ニタリング設備の設備
構成、系統構成）

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
2.基本方針
2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
3.2.2 代替環境モニタリング設備

Ⅵ-2-4 配置図

【Ⅵ-1-1-8 通信連絡設備に関する説明書】
【緊急時対策所へデータ伝送するための設備の構
成について】
・緊急時対策所へデータ伝送するための設備の構
成について説明する。

【Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明
書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明
書】
【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・代替環境モニタリング設備の重大事故等時にお
ける基本方針を説明する。
【3.2.2 代替環境モニタリング設備】
・代替環境モニタリング設備の構成について説明
する。
【Ⅵ-2-4 配置図】
・代替環境モニタリング設備の配置について説明
する。

－ － － － －

111

代替環境モニタリング設備は，可搬型環境モニタリング設備の可搬型線量
率計及び可搬型ダストモニタ，可搬型環境モニタリング用データ伝送装
置，可搬型データ表示装置，可搬型建屋周辺モニタリング設備のガンマ線
用サーベイメータ（ＳＡ），中性子線用サーベイメータ（ＳＡ），アル
ファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（Ｓ
Ａ），可搬型環境モニタリング用発電機並びに監視測定用運搬車で構成す
る。

設置要求

【可搬型環境モニタリング設備】
可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

【代替環境モニタリング設備】
可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
可搬型環境モニタリング用発電機
可搬型データ表示装置
監視測定用運搬車

【可搬型建屋周辺モニタリング設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

設計方針（代替環境モ
ニタリング設備の設備
構成、系統構成）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.2.2 代替環境モニタリング設備
(3)可搬型環境モニタリング用発電機
(4)可搬型建屋周辺モニタリング設備

Ⅵ-2-5 構造図

【3.2.2 代替環境モニタリング設備】
・代替環境モニタリング設備の構成について説明
する。
【3.2.2(3)可搬型環境モニタリング用発電機】
・可搬型排気モニタリング用発電機の給電対象に
ついて説明する。
・可搬型排気モニタリング用発電機の燃料補給に
ついて説明する。
【3.2.2(4)可搬型建屋周辺モニタリング設備】
・可搬型建屋周辺モニタリング設備の構成につい
て説明する。

【Ⅵ-2-5 構造図】
・可搬型環境モニタリング用発電機の構造につい
て説明する。

－ － － － －

112
可搬型データ表示装置は代替排気モニタリング設備と兼用する設計とす
る。

機能要求①
【代替環境モニタリング設備】
可搬型データ表示装置

設計方針（代替環境モ
ニタリング設備の設備
構成、系統構成）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.2.2 代替環境モニタリング設備

【3.2.2 代替環境モニタリング設備】
・兼用設備について説明する。

－ － － － －

113 監視測定用運搬車は代替排気モニタリング設備と兼用する設計とする。 機能要求①
【代替環境モニタリング設備】
監視測定用運搬車

設計方針（代替環境モ
ニタリング設備の設備
構成、系統構成）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.2.2 代替環境モニタリング設備

【3.2.2 代替環境モニタリング設備】
・兼用設備について説明する。

－ － － － －

114
可搬型環境モニタリング設備は，周辺監視区域において，線量を測定する
とともに，空気中の放射性物質を連続的に捕集及び測定する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【可搬型環境モニタリング設備】
可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

設計方針（代替環境モ
ニタリング設備の設備
構成、系統構成）

設計方針（計測範囲）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.2.2 代替環境モニタリング設備
(1)可搬型線量率計
(2)可搬型ダストモニタ

4.1 放射線管理施設の計測範囲

【3.2.2(1)可搬型線量率計】
【3.2.2(2)可搬型ダストモニタ】
・空気中の粒子状放射性物質の連続的な捕集及び
測定について説明する。
・重大事故等が発生した場合の周辺監視区域にお
ける線量の測定について説明する。

【4.1 放射線管理施設の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

－ － － － －

116
可搬型環境モニタリング設備，可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
及び可搬型環境モニタリング用発電機は，MOX燃料加工施設と共用する。

機能要求①

【可搬型環境モニタリング設備】
可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

【代替環境モニタリング設備】
可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
可搬型環境モニタリング用発電機

設計方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

－ － － － －

117

MOX燃料加工施設と共用する可搬型環境モニタリング設備及び可搬型環境
モニタリング用発電機は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大
事故等対処を考慮し，十分な容量及び台数を確保することで，共用によっ
て重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計とする。MOX燃料加工施設
と共用する可搬型環境モニタリング用データ伝送装置は，再処理施設及び
MOX燃料加工施設における重大事故等対処を考慮し，十分な台数を確保す
ることで，共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計とす
る。

機能要求①

【可搬型環境モニタリング設備】
可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

【代替環境モニタリング設備】
可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
可搬型環境モニタリング用発電機

設計方針（悪影響防
止）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

－ － － － －

118

可搬型環境モニタリング設備，可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
及び可搬型環境モニタリング用発電機は，共通要因によって環境モニタリ
ング設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時の
バックアップを含めて必要な数量を環境モニタリング設備が設置される周
辺監視区域境界付近から100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保管
エリアに分散して保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求

【可搬型環境モニタリング設備】
可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

【代替環境モニタリング設備】
可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
可搬型環境モニタリング用発電機

設計方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1)多様性，位置的分散

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(1)多様性，位置的分散】
・重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等に
ついて説明する。

－ － － － －

－ － － － －

可搬型建屋周辺モニタリング設備は，重大事故等が発生した場合に，重大
事故等の対処を行う前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋の周辺における線量当量率並びに出入管理室を設置する出入管理
建屋，低レベル廃棄物処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋の周
辺における空気中の放射性物質の濃度及び線量当量率を監視し，及び測定
し，並びにその結果を記録できるように，測定値を指示する設計とする。

115
機能要求①
機能要求②

【可搬型建屋周辺モニタリング設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

設計方針（代替環境モ
ニタリング設備の設備
構成、系統構成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

設計方針（計測範囲）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.2.2 代替環境モニタリング設備
(4)可搬型建屋周辺モニタリング設備

3.7.1 計測結果の指示又は表示
3.7.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記
録及び保存

4.1 放射線管理施設の計測範囲

【3.2.2 代替環境モニタリング設備(4)可搬型建
屋周辺モニタリング設備】
・可搬型建屋周辺モニタリング設備による計測に
ついて説明する。

【3.7.1 計測結果の指示又は表示】
・重大事故等対処設備による計測結果の指示又は
表示に係る場所及び方法について説明する。
【3.7.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の
記録及び保存】
・重大事故等対処設備による計測結果の記録及び
保存に係る場所及び方法について説明する。

【4.1 放射線管理施設の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

108 また，当該機能を健全に維持するため，取替え等が可能な設計とする。 機能要求①

【代替排気モニタリング設備】
可搬型排気モニタリング用データ伝送装置
可搬型データ表示装置
可搬型排気モニタリング用発電機

設計方針（試験・検査
性）

109 6.2.2　代替環境モニタリング設備 － － －

110
重大事故等時において，環境モニタリング設備が機能喪失した場合に，そ
の機能を代替する代替環境モニタリング設備を可搬型重大事故等対処設備
として設ける設計とする。

設置要求

【可搬型環境モニタリング設備】
可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

【代替環境モニタリング設備】
可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
可搬型環境モニタリング用発電機
可搬型データ表示装置
監視測定用運搬車

【可搬型建屋周辺モニタリング設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

基本方針

設計方針（代替環境モ
ニタリング設備の設備
構成、系統構成）

111

代替環境モニタリング設備は，可搬型環境モニタリング設備の可搬型線量
率計及び可搬型ダストモニタ，可搬型環境モニタリング用データ伝送装
置，可搬型データ表示装置，可搬型建屋周辺モニタリング設備のガンマ線
用サーベイメータ（ＳＡ），中性子線用サーベイメータ（ＳＡ），アル
ファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（Ｓ
Ａ），可搬型環境モニタリング用発電機並びに監視測定用運搬車で構成す
る。

設置要求

【可搬型環境モニタリング設備】
可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

【代替環境モニタリング設備】
可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
可搬型環境モニタリング用発電機
可搬型データ表示装置
監視測定用運搬車

【可搬型建屋周辺モニタリング設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

設計方針（代替環境モ
ニタリング設備の設備
構成、系統構成）

112
可搬型データ表示装置は代替排気モニタリング設備と兼用する設計とす
る。

機能要求①
【代替環境モニタリング設備】
可搬型データ表示装置

設計方針（代替環境モ
ニタリング設備の設備
構成、系統構成）

113 監視測定用運搬車は代替排気モニタリング設備と兼用する設計とする。 機能要求①
【代替環境モニタリング設備】
監視測定用運搬車

設計方針（代替環境モ
ニタリング設備の設備
構成、系統構成）

114
可搬型環境モニタリング設備は，周辺監視区域において，線量を測定する
とともに，空気中の放射性物質を連続的に捕集及び測定する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【可搬型環境モニタリング設備】
可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

設計方針（代替環境モ
ニタリング設備の設備
構成、系統構成）

設計方針（計測範囲）

116
可搬型環境モニタリング設備，可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
及び可搬型環境モニタリング用発電機は，MOX燃料加工施設と共用する。

機能要求①

【可搬型環境モニタリング設備】
可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

【代替環境モニタリング設備】
可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
可搬型環境モニタリング用発電機

設計方針（悪影響防
止）

117

MOX燃料加工施設と共用する可搬型環境モニタリング設備及び可搬型環境
モニタリング用発電機は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大
事故等対処を考慮し，十分な容量及び台数を確保することで，共用によっ
て重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計とする。MOX燃料加工施設
と共用する可搬型環境モニタリング用データ伝送装置は，再処理施設及び
MOX燃料加工施設における重大事故等対処を考慮し，十分な台数を確保す
ることで，共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計とす
る。

機能要求①

【可搬型環境モニタリング設備】
可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

【代替環境モニタリング設備】
可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
可搬型環境モニタリング用発電機

設計方針（悪影響防
止）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

118

可搬型環境モニタリング設備，可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
及び可搬型環境モニタリング用発電機は，共通要因によって環境モニタリ
ング設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時の
バックアップを含めて必要な数量を環境モニタリング設備が設置される周
辺監視区域境界付近から100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保管
エリアに分散して保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求

【可搬型環境モニタリング設備】
可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

【代替環境モニタリング設備】
可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
可搬型環境モニタリング用発電機

設計方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

可搬型建屋周辺モニタリング設備は，重大事故等が発生した場合に，重大
事故等の対処を行う前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋の周辺における線量当量率並びに出入管理室を設置する出入管理
建屋，低レベル廃棄物処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋の周
辺における空気中の放射性物質の濃度及び線量当量率を監視し，及び測定
し，並びにその結果を記録できるように，測定値を指示する設計とする。

115
機能要求①
機能要求②

【可搬型建屋周辺モニタリング設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

設計方針（代替環境モ
ニタリング設備の設備
構成、系統構成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

設計方針（計測範囲）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ －
可搬型排気モニタリング用データ伝送装置
可搬型データ表示装置
可搬型排気モニタリング用発電機

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － － － － －

○ －

可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
可搬型環境モニタリング用発電機
可搬型データ表示装置
監視測定用運搬車

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

－ － －

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
2.基本方針
2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
3.2.2 代替環境モニタリング設備

Ⅵ-2-4 配置図

【Ⅵ-1-1-8 通信連絡設備に関する説明書】
【緊急時対策所へデータ伝送するための設備の構
成について】
・緊急時対策所へデータ伝送するための設備の構
成について説明する。

【Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明
書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明
書】
【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・代替環境モニタリング設備の重大事故等時にお
ける基本方針を説明する。
【3.2.2 代替環境モニタリング設備】
・代替環境モニタリング設備の構成について説明
する。
【Ⅵ-2-4 配置図】
・代替環境モニタリング設備の配置について説明
する。

○ －

可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
可搬型環境モニタリング用発電機
可搬型データ表示装置
監視測定用運搬車

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

－ － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.2.2 代替環境モニタリング設備
(3)可搬型環境モニタリング用発電機
(4)可搬型建屋周辺モニタリング設備

Ⅵ-2-5 構造図

【3.2.2 代替環境モニタリング設備】
・代替環境モニタリング設備の構成について説明
する。
【3.2.2(3)可搬型環境モニタリング用発電機】
・可搬型排気モニタリング用発電機の給電対象に
ついて説明する。
・可搬型排気モニタリング用発電機の燃料補給に
ついて説明する。
【3.2.2(4)可搬型建屋周辺モニタリング設備】
・可搬型建屋周辺モニタリング設備の構成につい
て説明する。

【Ⅵ-2-5 構造図】
・可搬型環境モニタリング用発電機の構造につい
て説明する。

○ － 可搬型データ表示装置 － － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.2.2 代替環境モニタリング設備

【3.2.2 代替環境モニタリング設備】
・兼用設備について説明する。

○ － 監視測定用運搬車 － － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.2.2 代替環境モニタリング設備

【3.2.2 代替環境モニタリング設備】
・兼用設備について説明する。

○ －
可搬型線量計
可搬型ダストモニタ

－ －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.2.2 代替環境モニタリング設備
(1)可搬型線量率計
(2)可搬型ダストモニタ

4.1 放射線管理施設の計測範囲

【3.2.2(1)可搬型線量率計】
【3.2.2(2)可搬型ダストモニタ】
・空気中の粒子状放射性物質の連続的な捕集及び
測定について説明する。
・重大事故等が発生した場合の周辺監視区域にお
ける線量の測定について説明する。

【4.1 放射線管理施設の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

○ －

可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
可搬型環境モニタリング用発電機

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

○ －

可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
可搬型環境モニタリング用発電機

－ － －

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

○ －

可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
可搬型環境モニタリング用発電機

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1)多様性，位置的分散

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(1)多様性，位置的分散】
・重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等に
ついて説明する。

【3.2.2 代替環境モニタリング設備(4)可搬型建
屋周辺モニタリング設備】
・可搬型建屋周辺モニタリング設備による計測に
ついて説明する。

【3.7.1 計測結果の指示又は表示】
・重大事故等対処設備による計測結果の指示又は
表示に係る場所及び方法について説明する。
【3.7.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の
記録及び保存】
・重大事故等対処設備による計測結果の記録及び
保存に係る場所及び方法について説明する。

【4.1 放射線管理施設の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

○ －

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

【機能要求②】
ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

－ －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.2.2 代替環境モニタリング設備
(4)可搬型建屋周辺モニタリング設備

3.7.1 計測結果の指示又は表示
3.7.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記
録及び保存

4.1 放射線管理施設の計測範囲

518



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類 構成 添付書類 説明内容
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

119

可搬型建屋周辺モニタリング設備は，共通要因によって環境モニタリング
設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時のバック
アップを含めて必要な数量を環境モニタリング設備が設置される周辺監視
区域境界付近から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管
するとともに，制御建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保管するこ
とで位置的分散を図る設計とする。

設置要求

【可搬型建屋周辺モニタリング設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

設計方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1)多様性，位置的分散

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(1)多様性，位置的分散】
・重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等に
ついて説明する。

－ － － － －

120

MOX燃料加工施設と共用する可搬型環境モニタリング設備は，周辺監視区
域において，放射性物質の濃度及び線量の監視，測定に必要なサンプリン
グ量及び計測範囲を有する設計とするとともに，保有数は，必要数及び予
備として故障時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【可搬型環境モニタリング設備】
可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（計測範囲）

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
4.1 放射線管理施設の計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【4.1 放射線管理施設の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

－ － － － －

122

MOX燃料加工施設と共用する可搬型環境モニタリング用発電機は，可搬型
環境モニタリング設備及び可搬型環境モニタリング用データ伝送装置に給
電できる容量を有する設計とするとともに，保有数は，必要数並びに予備
として故障時及び点検保守による待機除外時のバックアップを含め十分な
台数を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【代替環境モニタリング設備】
可搬型環境モニタリング用発電機

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（代替環境モ
ニタリング設備の設備
構成、系統構成）

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.2.2 代替環境モニタリング設備
(3)可搬型環境モニタリング用発電機

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【3.2.2(3)可搬型環境モニタリング用発電機】
・可搬型環境モニタリング用発電機の構成及び容
量について説明する。

－ － － － －

123

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）は，建屋周辺において，線量当量率を
測定するための計測範囲を有する設計とするとともに，保有数は，必要数
及び予備として故障時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計と
する。

設置要求
機能要求②

【可搬型建屋周辺モニタリング設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（計測範囲）

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
4.1 放射線管理施設の計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【4.1 放射線管理施設の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

－ － － － －

124

中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）は，建屋周辺において，線量当量率を
測定するための計測範囲を有する設計とするとともに，保有数は，必要数
及び予備として故障時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計と
する。

設置要求
機能要求②

【可搬型建屋周辺モニタリング設備】
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（計測範囲）

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
4.1 放射線管理施設の計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【4.1 放射線管理施設の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

－ － － － －

125

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ
（ＳＡ）は，建屋周辺において，空気中の放射性物質の濃度を測定するた
めのサンプリング量及び計測範囲を有する設計とするとともに，アル
ファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）の保有数は，必要数及び予備と
して故障時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とし，可搬型
ダストサンプラ（ＳＡ）の保有数は，必要数として３台，予備として故障
時のバックアップを３台の合計６台以上を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【可搬型建屋周辺モニタリング設備】
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（計測範囲）

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
4.1 放射線管理施設の計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【4.1 放射線管理施設の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

－ － － － －

126

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる可搬型環境モ
ニタリング設備，可搬型環境モニタリング用データ伝送装置，可搬型建屋
周辺モニタリング設備及び可搬型環境モニタリング用発電機は，「９．２
重大事故等対処設備」の「９．２．７　地震を要因とする重大事故等に対
する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

121

MOX燃料加工施設と共用する可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
は，可搬型環境モニタリング設備の測定値を衛星通信により中央制御室及
び緊急時対策所に伝送できる設計とするとともに，保有数は，必要数とし
て９台，予備として故障時のバックアップを９台の合計18台以上を確保す
る設計とする。

設置要求
機能要求①

【代替環境モニタリング設備】
可搬型環境モニタリング用データ伝送装置

基本方針

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（代替環境モ
ニタリング設備の設備
構成、系統構成）

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
2.基本方針
2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.基本方針
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
3.2.2 代替環境モニタリング設備
(1)可搬型線量率計
(2)可搬型ダストモニタ

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【Ⅵ-1-1-8 通信連絡設備に関する説明書】
【緊急時対策所へデータ伝送するための設備の構
成について】
・緊急時対策所へデータ伝送するための設備の構
成について説明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・代替環境モニタリング設備の重大事故等時にお
ける測定値の表示及び記録に係る基本方針を説明
する。
【3.2.2(1)可搬型線量率計】
【3.2.2(2)可搬型ダストモニタ】
・可搬型環境モニタリング設備の測定値のデータ
伝送について説明する。

－ － － － －

519



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

119

可搬型建屋周辺モニタリング設備は，共通要因によって環境モニタリング
設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時のバック
アップを含めて必要な数量を環境モニタリング設備が設置される周辺監視
区域境界付近から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管
するとともに，制御建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保管するこ
とで位置的分散を図る設計とする。

設置要求

【可搬型建屋周辺モニタリング設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

設計方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

120

MOX燃料加工施設と共用する可搬型環境モニタリング設備は，周辺監視区
域において，放射性物質の濃度及び線量の監視，測定に必要なサンプリン
グ量及び計測範囲を有する設計とするとともに，保有数は，必要数及び予
備として故障時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【可搬型環境モニタリング設備】
可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（計測範囲）

122

MOX燃料加工施設と共用する可搬型環境モニタリング用発電機は，可搬型
環境モニタリング設備及び可搬型環境モニタリング用データ伝送装置に給
電できる容量を有する設計とするとともに，保有数は，必要数並びに予備
として故障時及び点検保守による待機除外時のバックアップを含め十分な
台数を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【代替環境モニタリング設備】
可搬型環境モニタリング用発電機

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（代替環境モ
ニタリング設備の設備
構成、系統構成）

123

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）は，建屋周辺において，線量当量率を
測定するための計測範囲を有する設計とするとともに，保有数は，必要数
及び予備として故障時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計と
する。

設置要求
機能要求②

【可搬型建屋周辺モニタリング設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（計測範囲）

124

中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）は，建屋周辺において，線量当量率を
測定するための計測範囲を有する設計とするとともに，保有数は，必要数
及び予備として故障時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計と
する。

設置要求
機能要求②

【可搬型建屋周辺モニタリング設備】
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（計測範囲）

125

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ
（ＳＡ）は，建屋周辺において，空気中の放射性物質の濃度を測定するた
めのサンプリング量及び計測範囲を有する設計とするとともに，アル
ファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）の保有数は，必要数及び予備と
して故障時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とし，可搬型
ダストサンプラ（ＳＡ）の保有数は，必要数として３台，予備として故障
時のバックアップを３台の合計６台以上を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【可搬型建屋周辺モニタリング設備】
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（計測範囲）

126

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる可搬型環境モ
ニタリング設備，可搬型環境モニタリング用データ伝送装置，可搬型建屋
周辺モニタリング設備及び可搬型環境モニタリング用発電機は，「９．２
重大事故等対処設備」の「９．２．７　地震を要因とする重大事故等に対
する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

121

MOX燃料加工施設と共用する可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
は，可搬型環境モニタリング設備の測定値を衛星通信により中央制御室及
び緊急時対策所に伝送できる設計とするとともに，保有数は，必要数とし
て９台，予備として故障時のバックアップを９台の合計18台以上を確保す
る設計とする。

設置要求
機能要求①

【代替環境モニタリング設備】
可搬型環境モニタリング用データ伝送装置

基本方針

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（代替環境モ
ニタリング設備の設備
構成、系統構成）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ －

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1)多様性，位置的分散

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(1)多様性，位置的分散】
・重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等に
ついて説明する。

○ －
可搬型線量計
可搬型ダストモニタ

－ －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
4.1 放射線管理施設の計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【4.1 放射線管理施設の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

○ － 可搬型環境モニタリング用発電機 － －
＜発電機＞
容量

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.2.2 代替環境モニタリング設備
(3)可搬型環境モニタリング用発電機

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【3.2.2(3)可搬型環境モニタリング用発電機】
・可搬型環境モニタリング用発電機の構成及び容
量について説明する。

○ － ガンマ線用サーベイメータ（SA) － －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
4.1 放射線管理施設の計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【4.1 放射線管理施設の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

○ － 中性子線用サーベイメータ（SA） － －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
4.1 放射線管理施設の計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【4.1 放射線管理施設の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

○ －

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

【機能要求②】
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（SA）

－ －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
4.1 放射線管理施設の計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【4.1 放射線管理施設の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

○ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
2.基本方針
2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.基本方針
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
3.2.2 代替環境モニタリング設備
(1)可搬型線量率計
(2)可搬型ダストモニタ

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【Ⅵ-1-1-8 通信連絡設備に関する説明書】
【緊急時対策所へデータ伝送するための設備の構
成について】
・緊急時対策所へデータ伝送するための設備の構
成について説明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・代替環境モニタリング設備の重大事故等時にお
ける測定値の表示及び記録に係る基本方針を説明
する。
【3.2.2(1)可搬型線量率計】
【3.2.2(2)可搬型ダストモニタ】
・可搬型環境モニタリング設備の測定値のデータ
伝送について説明する。

○ － － － －可搬型環境モニタリング用データ伝送装置

520



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類 構成 添付書類 説明内容
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

127

可搬型環境モニタリング設備，可搬型環境モニタリング用データ伝送装
置，可搬型建屋周辺モニタリング設備及び可搬型環境モニタリング用発電
機は，外部からの衝撃による損傷を防止できる制御建屋，使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋，第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風
（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

設置要求

【可搬型環境モニタリング設備】
可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

【代替環境モニタリング設備】
可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
可搬型環境モニタリング用発電機

【可搬型建屋周辺モニタリング設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

128
可搬型建屋周辺モニタリング設備は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考
慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防護する設計とす
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

129

可搬型環境モニタリング設備，可搬型環境モニタリング用データ伝送装
置，可搬型建屋周辺モニタリング設備及び可搬型環境モニタリング用発電
機は，内部発生飛散物の影響を考慮し，制御建屋，使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋，第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所の内部発生飛散物の
影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

130
可搬型環境モニタリング設備及び可搬型建屋周辺モニタリング設備は，通
常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，
校正，機能の確認，性能の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

機能要求①

【可搬型環境モニタリング設備】
可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

【可搬型建屋周辺モニタリング設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

131 また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。 機能要求①

【可搬型環境モニタリング設備】
可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

【可搬型建屋周辺モニタリング設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

132

可搬型環境モニタリング用データ伝送装置及び可搬型環境モニタリング用
発電機は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確
認するため，機能の確認，性能の確認及び外観の確認が可能な設計とす
る。

機能要求①
【代替環境モニタリング設備】
可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
可搬型環境モニタリング用発電機

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

133 また，当該機能を健全に維持するため，取替え等が可能な設計とする。 機能要求①
【代替環境モニタリング設備】
可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
可搬型環境モニタリング用発電機

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

134 6.3　試料分析関係設備 － － － － － － － － － －

135

再処理施設の作業環境，設備及び物品の放射線管理用試料の放射能を測定
するための試料分析関係設備として，放射能測定設備の放射能測定装置
（アルファ・ベータ線用），核種分析装置（アルファ線用）及び核種分析
装置（ガンマ線用）を設置する設計とする。

設置要求

【放射能測定設備】
放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）
核種分析装置（アルファ線用）

設計方針（試料分析関
係設備の設備構成、系
統構成）

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

・試料分析関係設備の構成について説明する
・作業環境の放射線管理用試料の放射能測定につ
いて説明する。

－ － － － －

136

再処理施設からの放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出に係る試
料の分析及び放射能測定を行うための試料分析関係設備として，放出管理
分析設備の放射能測定装置（アルファ・ベータ線用），放射能測定装置
（低エネルギーベータ線用）及び核種分析装置（ガンマ線用）を設置する
設計とする。

設置要求

【放出管理分析設備】
放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）
放射能測定装置（低エネルギーベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）

設計方針（試料分析関
係設備の設備構成、系
統構成）

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

・試料分析関係設備の構成について説明する
・放射性廃棄物の放出管理用試料の放射能測定に
ついて説明する。

－ － － － －

137

周辺監視区域境界付近で採取した試料の放射能測定を行うための試料分析
関係設備として，環境試料測定設備の放射能測定装置（ベータ線用），核
種分析装置（アルファ線用）及び核種分析装置（ガンマ線用）を設置する
設計とする。

設置要求

【環境試料測定設備】
放射能測定装置（ベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）
核種分析装置（アルファ線用）

設計方針（試料分析関
係設備の設備構成、系
統構成）

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」の記載より変更なし

・試料分析関係設備の構成について説明する
・環境試料の放射能測定について説明する。

－ － － － －

138
環境試料測定設備のうち，核種分析装置（アルファ線用）及び核種分析装
置（ガンマ線用）は，MOX燃料加工施設と共用する。

機能要求①
【環境試料測定設備】
核種分析装置（ガンマ線用）
核種分析装置（アルファ線用）

設計方針（共用）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・環境試料測定設備の一部はＭＯＸ燃料加工施設
と共用するが，仕様及び運用を各施設で同一と
し，周辺監視区域が同一の区域であることによ
り，測定結果の共有を図る設計とすることで，共
用によって再処理施設の安全性を損なわない設計
とする。

－ － － － －

139

環境試料測定設備のうち，核種分析装置（アルファ線用）及び核種分析装
置（ガンマ線用）は，MOX燃料加工施設と共用するが，仕様及び運用を各
施設で同一とし，周辺監視区域が同一の区域であることにより，測定結果
の共有を図る設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損な
わない設計とする。

機能要求①
【環境試料測定設備】
核種分析装置（ガンマ線用）
核種分析装置（アルファ線用）

設計方針（共用）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・環境試料測定設備の一部はＭＯＸ燃料加工施設
と共用するが，仕様及び運用を各施設で同一と
し，周辺監視区域が同一の区域であることによ
り，測定結果の共有を図る設計とすることで，共
用によって再処理施設の安全性を損なわない設計
とする。

－ － － － －

521



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

127

可搬型環境モニタリング設備，可搬型環境モニタリング用データ伝送装
置，可搬型建屋周辺モニタリング設備及び可搬型環境モニタリング用発電
機は，外部からの衝撃による損傷を防止できる制御建屋，使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋，第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風
（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

設置要求

【可搬型環境モニタリング設備】
可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

【代替環境モニタリング設備】
可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
可搬型環境モニタリング用発電機

【可搬型建屋周辺モニタリング設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

128
可搬型建屋周辺モニタリング設備は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考
慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防護する設計とす
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

129

可搬型環境モニタリング設備，可搬型環境モニタリング用データ伝送装
置，可搬型建屋周辺モニタリング設備及び可搬型環境モニタリング用発電
機は，内部発生飛散物の影響を考慮し，制御建屋，使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋，第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所の内部発生飛散物の
影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

130
可搬型環境モニタリング設備及び可搬型建屋周辺モニタリング設備は，通
常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，
校正，機能の確認，性能の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

機能要求①

【可搬型環境モニタリング設備】
可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

【可搬型建屋周辺モニタリング設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

設計方針（試験・検査
性）

131 また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。 機能要求①

【可搬型環境モニタリング設備】
可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

【可搬型建屋周辺モニタリング設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

設計方針（試験・検査
性）

132

可搬型環境モニタリング用データ伝送装置及び可搬型環境モニタリング用
発電機は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確
認するため，機能の確認，性能の確認及び外観の確認が可能な設計とす
る。

機能要求①
【代替環境モニタリング設備】
可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
可搬型環境モニタリング用発電機

設計方針（試験・検査
性）

133 また，当該機能を健全に維持するため，取替え等が可能な設計とする。 機能要求①
【代替環境モニタリング設備】
可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
可搬型環境モニタリング用発電機

設計方針（試験・検査
性）

134 6.3　試料分析関係設備 － － －

135

再処理施設の作業環境，設備及び物品の放射線管理用試料の放射能を測定
するための試料分析関係設備として，放射能測定設備の放射能測定装置
（アルファ・ベータ線用），核種分析装置（アルファ線用）及び核種分析
装置（ガンマ線用）を設置する設計とする。

設置要求

【放射能測定設備】
放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）
核種分析装置（アルファ線用）

設計方針（試料分析関
係設備の設備構成、系
統構成）

136

再処理施設からの放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出に係る試
料の分析及び放射能測定を行うための試料分析関係設備として，放出管理
分析設備の放射能測定装置（アルファ・ベータ線用），放射能測定装置
（低エネルギーベータ線用）及び核種分析装置（ガンマ線用）を設置する
設計とする。

設置要求

【放出管理分析設備】
放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）
放射能測定装置（低エネルギーベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）

設計方針（試料分析関
係設備の設備構成、系
統構成）

137

周辺監視区域境界付近で採取した試料の放射能測定を行うための試料分析
関係設備として，環境試料測定設備の放射能測定装置（ベータ線用），核
種分析装置（アルファ線用）及び核種分析装置（ガンマ線用）を設置する
設計とする。

設置要求

【環境試料測定設備】
放射能測定装置（ベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）
核種分析装置（アルファ線用）

設計方針（試料分析関
係設備の設備構成、系
統構成）

138
環境試料測定設備のうち，核種分析装置（アルファ線用）及び核種分析装
置（ガンマ線用）は，MOX燃料加工施設と共用する。

機能要求①
【環境試料測定設備】
核種分析装置（ガンマ線用）
核種分析装置（アルファ線用）

設計方針（共用）

139

環境試料測定設備のうち，核種分析装置（アルファ線用）及び核種分析装
置（ガンマ線用）は，MOX燃料加工施設と共用するが，仕様及び運用を各
施設で同一とし，周辺監視区域が同一の区域であることにより，測定結果
の共有を図る設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損な
わない設計とする。

機能要求①
【環境試料測定設備】
核種分析装置（ガンマ線用）
核種分析装置（アルファ線用）

設計方針（共用）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ －

可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
可搬型環境モニタリング用発電機

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

○ － 施設共通 基本設計方針 － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

○ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

○ －

可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

○ －

可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

○ －
可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
可搬型環境モニタリング用発電機

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

○ －
可搬型環境モニタリング用データ伝送装置
可搬型環境モニタリング用発電機

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － － － － －

△ 基本方針 基本方針 － － －

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

・試料分析関係設備の構成について説明する
・作業環境の放射線管理用試料の放射能測定につ
いて説明する。

△ 基本方針 基本方針 － － －

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

・試料分析関係設備の構成について説明する
・放射性廃棄物の放出管理用試料の放射能測定に
ついて説明する。

△ 基本方針 － － － －

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」の記載より変更なし

・試料分析関係設備の構成について説明する
・環境試料の放射能測定について説明する。

○
【環境試料測定設備】
核種分析装置（ガンマ線用）
核種分析装置（アルファ線用）

－ － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・環境試料測定設備の一部はＭＯＸ燃料加工施設
と共用するが，仕様及び運用を各施設で同一と
し，周辺監視区域が同一の区域であることによ
り，測定結果の共有を図る設計とすることで，共
用によって再処理施設の安全性を損なわない設計
とする。

○
【環境試料測定設備】
核種分析装置（ガンマ線用）
核種分析装置（アルファ線用）

－ － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・環境試料測定設備の一部はＭＯＸ燃料加工施設
と共用するが，仕様及び運用を各施設で同一と
し，周辺監視区域が同一の区域であることによ
り，測定結果の共有を図る設計とすることで，共
用によって再処理施設の安全性を損なわない設計
とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類 構成 添付書類 説明内容
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

141

放出管理分析設備の放射能測定装置（アルファ・ベータ線用），放射能測
定装置（低エネルギーベータ線用）及び核種分析装置（ガンマ線用）並び
に環境試料測定設備の核種分析装置（ガンマ線用）は，重大事故等時にお
いて，捕集した試料の放射性物質の濃度を測定し，及びその結果を記録で
きるように，測定値を指示する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【放出管理分析設備】
放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）
放射能測定装置（低エネルギーベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）

【環境試料測定設備】
核種分析装置（ガンマ線用）

設計方針（試料分析関
係設備の設備構成、系
統構成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

設計方針（計測範囲）

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

3.3.1 試料の種類及び測定頻度
3.3.2 放出管理分析設備
3.3.3 環境試料測定設備

3.5.1 計測結果の指示又は表示
3.5.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記
録及び保存

4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設備
の計測範囲

【3.3.1 試料の種類及び測定頻度】
・重大事故等が発生した場合の試料の測定につい
て説明する。
【3.3.2 放出管理分析設備】
・試料分析関係設備による試料の測定について説
明する。
【3.3.3 環境試料測定設備】
・環境試料測定設備による試料の測定について説
明する。

【3.5.1 計測結果の指示又は表示】
・試料分析関係設備による計測結果の指示及び表
示について説明する。
【3.5.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の
記録及び保存】
・試料分析関係設備による計測結果の記録につい
て説明する。

【4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設
備の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

－ － － － －

142
環境試料測定設備の核種分析装置（ガンマ線用）は，MOX燃料加工施設と
共用する。

機能要求①
【環境試料測定設備】
核種分析装置（ガンマ線用）

設計方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

－ － － － －

143

MOX燃料加工施設と共用する環境試料測定設備の核種分析装置（ガンマ線
用）は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等対処を考慮
し，十分な容量及び台数を確保することで，共用によって重大事故等時の
対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
【環境試料測定設備】
核種分析装置（ガンマ線用）

設計方針（悪影響防
止）

設計方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

－ － － － －

144

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる放出管理
分析設備の放射能測定装置（アルファ・ベータ線用），放射能測定装置
（低エネルギーベータ線用）及び核種分析装置（ガンマ線用）並びに環境
試料測定設備の核種分析装置（ガンマ線用）は，自然現象，人為事象，溢
水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物により機能が損なわれる場
合，代替設備による機能の確保又は修理の対応の手順を保安規定に定め管
理することにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

機能要求①
運用要求

【放出管理分析設備】
放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）
放射能測定装置（低エネルギーベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）

【環境試料測定設備】
核種分析装置（ガンマ線用）

基本方針（多様性，位
置的分散等（常設重大
事故等対処設備）)

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1)多様性，位置的分散

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(1)多様性，位置的分散】
・内的事象を要因として発生した場合に対処に用
いる重大事故等対処設備の代替設備について説明
する。

－ － － － －

145

放出管理分析設備の放射能測定装置（アルファ・ベータ線用），放射能測
定装置（低エネルギーベータ線用）及び核種分析装置（ガンマ線用）並び
に環境試料測定設備の核種分析装置（ガンマ線用）は，安全機能を有する
施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用
することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

【放出管理分析設備】
放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）
放射能測定装置（低エネルギーベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）

【環境試料測定設備】
核種分析装置（ガンマ線用）

設計方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備の悪影響防止について考慮
する事項を説明する。

－ － － － －

146

放出管理分析設備の放射能測定装置（アルファ・ベータ線用），放射能測
定装置（低エネルギーベータ線用）及び核種分析装置（ガンマ線用）は，
再処理施設から放出される放射性物質の濃度を測定するために必要な計測
範囲に対して十分な容量を有する設計とするとともに，十分な台数を有す
る設計とする。

設置要求
機能要求②

【放出管理分析設備】
放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）
放射能測定装置（低エネルギーベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）

設計方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

設計方針（計測範囲）

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書
4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設備
の計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書
【4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設
備の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

－ － － － －

140

重大事故等時において，試料分析関係設備のうち，放出管理分析設備の放
射能測定装置（アルファ・ベータ線用），放射能測定装置（低エネルギー
ベータ線用）及び核種分析装置（ガンマ線用）並びに環境試料測定設備の
核種分析装置（ガンマ線用）を常設重大事故等対処設備として位置付け，
再処理施設から放出される放射性物質の濃度及び周辺監視区域境界付近の
空気中の放射性物質の濃度を測定する設計とする。

設置要求
機能要求②

【放出管理分析設備】
放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）
放射能測定装置（低エネルギーベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）

【環境試料測定設備】
核種分析装置（ガンマ線用）

基本方針

設計方針（試料分析関
係設備の設備構成、系
統構成）

設計方針（計測範囲）

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

2.基本方針

3.3 試料分析関係設備
3.3.2 放出管理分析設備
3.3.3 環境試料測定設備

4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設備
の計測範囲

Ⅵ-2-4 配置図

【2.基本方針】
・試料分析関係設備の重大事故等時における測定
値の表示及び記録に係る基本方針を説明する。

【3.3 試料分析関係設備】
・試料分析関係設備の構成について説明する。
【3.3.2 放出管理分析設備】
・放出管理分析設備の構成について説明する。
・放出管理分析設備による再処理施設から放出さ
れる放射性物質の濃度の測定について説明する。
【3.3.3 環境試料測定設備】
・環境試料測定設備の構成について説明する。
・環境試料測定設備による周辺監視区域境界付近
の空気中の放射性物質の濃度の測定について説明
する。

【4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設
備の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

【Ⅵ-2-4 配置図】
・試料分析関係設備の配置について説明する。

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

141

放出管理分析設備の放射能測定装置（アルファ・ベータ線用），放射能測
定装置（低エネルギーベータ線用）及び核種分析装置（ガンマ線用）並び
に環境試料測定設備の核種分析装置（ガンマ線用）は，重大事故等時にお
いて，捕集した試料の放射性物質の濃度を測定し，及びその結果を記録で
きるように，測定値を指示する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【放出管理分析設備】
放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）
放射能測定装置（低エネルギーベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）

【環境試料測定設備】
核種分析装置（ガンマ線用）

設計方針（試料分析関
係設備の設備構成、系
統構成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

設計方針（計測範囲）

142
環境試料測定設備の核種分析装置（ガンマ線用）は，MOX燃料加工施設と
共用する。

機能要求①
【環境試料測定設備】
核種分析装置（ガンマ線用）

設計方針（悪影響防
止）

143

MOX燃料加工施設と共用する環境試料測定設備の核種分析装置（ガンマ線
用）は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等対処を考慮
し，十分な容量及び台数を確保することで，共用によって重大事故等時の
対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
【環境試料測定設備】
核種分析装置（ガンマ線用）

設計方針（悪影響防
止）

設計方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

144

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる放出管理
分析設備の放射能測定装置（アルファ・ベータ線用），放射能測定装置
（低エネルギーベータ線用）及び核種分析装置（ガンマ線用）並びに環境
試料測定設備の核種分析装置（ガンマ線用）は，自然現象，人為事象，溢
水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物により機能が損なわれる場
合，代替設備による機能の確保又は修理の対応の手順を保安規定に定め管
理することにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

機能要求①
運用要求

【放出管理分析設備】
放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）
放射能測定装置（低エネルギーベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）

【環境試料測定設備】
核種分析装置（ガンマ線用）

基本方針（多様性，位
置的分散等（常設重大
事故等対処設備）)

145

放出管理分析設備の放射能測定装置（アルファ・ベータ線用），放射能測
定装置（低エネルギーベータ線用）及び核種分析装置（ガンマ線用）並び
に環境試料測定設備の核種分析装置（ガンマ線用）は，安全機能を有する
施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用
することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

【放出管理分析設備】
放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）
放射能測定装置（低エネルギーベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）

【環境試料測定設備】
核種分析装置（ガンマ線用）

設計方針（悪影響防
止）

146

放出管理分析設備の放射能測定装置（アルファ・ベータ線用），放射能測
定装置（低エネルギーベータ線用）及び核種分析装置（ガンマ線用）は，
再処理施設から放出される放射性物質の濃度を測定するために必要な計測
範囲に対して十分な容量を有する設計とするとともに，十分な台数を有す
る設計とする。

設置要求
機能要求②

【放出管理分析設備】
放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）
放射能測定装置（低エネルギーベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）

設計方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

設計方針（計測範囲）

140

重大事故等時において，試料分析関係設備のうち，放出管理分析設備の放
射能測定装置（アルファ・ベータ線用），放射能測定装置（低エネルギー
ベータ線用）及び核種分析装置（ガンマ線用）並びに環境試料測定設備の
核種分析装置（ガンマ線用）を常設重大事故等対処設備として位置付け，
再処理施設から放出される放射性物質の濃度及び周辺監視区域境界付近の
空気中の放射性物質の濃度を測定する設計とする。

設置要求
機能要求②

【放出管理分析設備】
放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）
放射能測定装置（低エネルギーベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）

【環境試料測定設備】
核種分析装置（ガンマ線用）

基本方針

設計方針（試料分析関
係設備の設備構成、系
統構成）

設計方針（計測範囲）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ 核種分析装置（ガンマ線用）
放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）
放射能測定装置（低エネルギーベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）

－ －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

3.3.1 試料の種類及び測定頻度
3.3.2 放出管理分析設備
3.3.3 環境試料測定設備

3.5.1 計測結果の指示又は表示
3.5.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記
録及び保存

4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設備
の計測範囲

【3.3.1 試料の種類及び測定頻度】
・重大事故等が発生した場合の試料の測定につい
て説明する。
【3.3.2 放出管理分析設備】
・試料分析関係設備による試料の測定について説
明する。
【3.3.3 環境試料測定設備】
・環境試料測定設備による試料の測定について説
明する。

【3.5.1 計測結果の指示又は表示】
・試料分析関係設備による計測結果の指示及び表
示について説明する。
【3.5.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の
記録及び保存】
・試料分析関係設備による計測結果の記録につい
て説明する。

【4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設
備の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

○ 核種分析装置（ガンマ線用） － － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

○ 核種分析装置（ガンマ線用） － － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

○ 核種分析装置（ガンマ線用）
放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）
放射能測定装置（低エネルギーベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1)多様性，位置的分散

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(1)多様性，位置的分散】
・内的事象を要因として発生した場合に対処に用
いる重大事故等対処設備の代替設備について説明
する。

○ 核種分析装置（ガンマ線用）
放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）
放射能測定装置（低エネルギーベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備の悪影響防止について考慮
する事項を説明する。

○ －
放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）
放射能測定装置（低エネルギーベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）

－ －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書
4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設備
の計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書
【4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設
備の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

○ 核種分析装置（ガンマ線用）
放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）
放射能測定装置（低エネルギーベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）

－ －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

2.基本方針

3.3 試料分析関係設備
3.3.2 放出管理分析設備
3.3.3 環境試料測定設備

4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設備
の計測範囲

Ⅵ-2-4 配置図

【2.基本方針】
・試料分析関係設備の重大事故等時における測定
値の表示及び記録に係る基本方針を説明する。

【3.3 試料分析関係設備】
・試料分析関係設備の構成について説明する。
【3.3.2 放出管理分析設備】
・放出管理分析設備の構成について説明する。
・放出管理分析設備による再処理施設から放出さ
れる放射性物質の濃度の測定について説明する。
【3.3.3 環境試料測定設備】
・環境試料測定設備の構成について説明する。
・環境試料測定設備による周辺監視区域境界付近
の空気中の放射性物質の濃度の測定について説明
する。

【4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設
備の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

【Ⅵ-2-4 配置図】
・試料分析関係設備の配置について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類 構成 添付書類 説明内容
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

147

MOX燃料加工施設と共用する環境試料測定設備の核種分析装置（ガンマ線
用）は，再処理施設及びMOX燃料加工施設から放出される放射性物質の濃
度を測定するために必要な計測範囲に対して十分な容量を有する設計とす
るとともに，十分な台数を有する設計とする。

設置要求
機能要求②

【環境試料測定設備】
核種分析装置（ガンマ線用）

設計方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

設計方針（計測範囲）

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書
4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設備
の計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書
【4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設
備の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

－ － － － －

148

放出管理分析設備の放射能測定装置（アルファ・ベータ線用），放射能測
定装置（低エネルギーベータ線用）及び核種分析装置（ガンマ線用）並び
に環境試料測定設備の核種分析装置（ガンマ線用）は内部発生飛散物の影
響を考慮し，分析建屋及び環境管理建屋の内部発生飛散物の影響を受けな
い場所に設置することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

149

放出管理分析設備の放射能測定装置（アルファ・ベータ線用），放射能測
定装置（低エネルギーベータ線用）及び核種分析装置（ガンマ線用）並び
に環境試料測定設備の核種分析装置（ガンマ線用）は，通常時において，
重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，校正，機能の確
認，性能の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

機能要求①

【放出管理分析設備】
放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）
放射能測定装置（低エネルギーベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）

【環境試料測定設備】
核種分析装置（ガンマ線用）

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

150 また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。 機能要求①

【放出管理分析設備】
放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）
放射能測定装置（低エネルギーベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）

【環境試料測定設備】
核種分析装置（ガンマ線用）

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

151 6.4　代替試料分析関係設備 － － － － － － － － － －

152
重大事故等時において，試料分析関係設備が機能喪失した場合に，その機
能を代替する代替試料分析関係設備を可搬型重大事故等対処設備として設
ける設計とする。

設置要求

【可搬型試料分析設備】
可搬型放射能測定装置
可搬型トリチウム測定装置
可搬型核種分析装置

基本方針

設計方針（代替試料分
析関係設備の設備構
成、系統構成）

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書
2.基本方針
3.4.2 可搬型試料分析設備

Ⅵ-2-4 配置図

【Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに
試料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関
する説明書】
【2.基本方針】
・代替試料分析関係設備の重大事故等時における
基本方針を説明する。
【3.4.2 可搬型試料分析設備】
・重大事故等が発生した場合の可搬型試料分析設
備による試料の測定について説明する。

【Ⅵ-2-4 配置図】
・代替試料分析関係設備の配置について説明す
る。

－ － － － －

153
代替試料分析関係設備は，可搬型試料分析設備の可搬型放射能測定装置，
可搬型トリチウム測定装置及び可搬型核種分析装置で構成する。

設置要求

【可搬型試料分析設備】
可搬型放射能測定装置
可搬型トリチウム測定装置
可搬型核種分析装置

設計方針（代替試料分
析関係設備の設備構
成、系統構成）

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

3.4 代替試料分析関係設備
3.4.2 可搬型試料分析設備

Ⅵ-2-4 配置図

【Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに
試料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関
する説明書】
【3.4 代替試料分析関係設備】
・代替試料分析関係設備の構成について説明す
る。
【3.4.2 可搬型試料分析設備】
・可搬型試料分析設備の構成について説明する。

【Ⅵ-2-4 配置図】
・代替試料分析関係設備の配置について説明す
る。

－ － － － －

155
可搬型試料分析設備は，環境試料測定設備が機能喪失した場合に，ダスト
モニタ及び可搬型ダストモニタで捕集した放射性物質の濃度を測定し，及
びその結果を記録できるように，測定値を指示する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【可搬型試料分析設備】
可搬型放射能測定装置
可搬型核種分析装置

基本方針

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

設計方針（計測範囲）

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

2. 基本方針

3.4.1 試料の種類及び測定頻度
3.4.2 可搬型試料分析設備

3.5.1 計測結果の指示又は表示
3.5.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記
録及び保存

4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設備
の計測範囲

【2. 基本方針】
・代替試料分析関係設備の重大事故等時における
基本方針を説明する。
【3.4.1 試料の種類及び測定頻度】
・重大事故等が発生した場合に測定する試料の種
類及び測定頻度について説明する。
【3.4.2 可搬型試料分析設備】
・重大事故等が発生した場合の可搬型試料分析設
備による試料の測定について説明する。
【3.5.1 計測結果の指示又は表示】
・代替試料分析関係設備による計測結果の指示及
び表示について説明する。
【3.5.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の
記録及び保存】
・代替試料分析関係設備による計測結果の記録に
ついて説明する。指示、表示及び記録について説
明する。
【4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設
備の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

－ － － － －

154

可搬型試料分析設備は，放出管理分析設備が機能喪失した場合に，排気サ
ンプリング設備（主排気筒），排気サンプリング設備（使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋換気筒）及び可搬型排気サンプリング設備で捕集した放射性
物質の濃度を測定し，及びその結果を記録できるように，測定値を指示す
る設計とする。

機能要求①
機能要求②

【可搬型試料分析設備】
可搬型放射能測定装置
可搬型トリチウム測定装置
可搬型核種分析装置

基本方針

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

設計方針（計測範囲）

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

2. 基本方針

3.4.1 試料の種類及び測定頻度
3.4.2 可搬型試料分析設備

3.5.1 計測結果の指示又は表示
3.5.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記
録及び保存

4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設備
の計測範囲

【2. 基本方針】
・代替試料分析関係設備の重大事故等時における
基本方針を説明する。

【3.4.1 試料の種類及び測定頻度】
・重大事故等が発生した場合に測定する試料の種
類及び測定頻度について説明する。
【3.4.2 可搬型試料分析設備】
・重大事故等が発生した場合の可搬型試料分析設
備による試料の測定について説明する。

【3.5.1 計測結果の指示又は表示】
・代替試料分析関係設備による計測結果の指示及
び表示について説明する。
【3.5.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の
記録及び保存】
・代替試料分析関係設備による計測結果の記録に
ついて説明する。

【4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設
備の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

147

MOX燃料加工施設と共用する環境試料測定設備の核種分析装置（ガンマ線
用）は，再処理施設及びMOX燃料加工施設から放出される放射性物質の濃
度を測定するために必要な計測範囲に対して十分な容量を有する設計とす
るとともに，十分な台数を有する設計とする。

設置要求
機能要求②

【環境試料測定設備】
核種分析装置（ガンマ線用）

設計方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

設計方針（計測範囲）

148

放出管理分析設備の放射能測定装置（アルファ・ベータ線用），放射能測
定装置（低エネルギーベータ線用）及び核種分析装置（ガンマ線用）並び
に環境試料測定設備の核種分析装置（ガンマ線用）は内部発生飛散物の影
響を考慮し，分析建屋及び環境管理建屋の内部発生飛散物の影響を受けな
い場所に設置することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

149

放出管理分析設備の放射能測定装置（アルファ・ベータ線用），放射能測
定装置（低エネルギーベータ線用）及び核種分析装置（ガンマ線用）並び
に環境試料測定設備の核種分析装置（ガンマ線用）は，通常時において，
重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，校正，機能の確
認，性能の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

機能要求①

【放出管理分析設備】
放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）
放射能測定装置（低エネルギーベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）

【環境試料測定設備】
核種分析装置（ガンマ線用）

設計方針（試験・検査
性）

150 また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。 機能要求①

【放出管理分析設備】
放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）
放射能測定装置（低エネルギーベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）

【環境試料測定設備】
核種分析装置（ガンマ線用）

設計方針（試験・検査
性）

151 6.4　代替試料分析関係設備 － － －

152
重大事故等時において，試料分析関係設備が機能喪失した場合に，その機
能を代替する代替試料分析関係設備を可搬型重大事故等対処設備として設
ける設計とする。

設置要求

【可搬型試料分析設備】
可搬型放射能測定装置
可搬型トリチウム測定装置
可搬型核種分析装置

基本方針

設計方針（代替試料分
析関係設備の設備構
成、系統構成）

153
代替試料分析関係設備は，可搬型試料分析設備の可搬型放射能測定装置，
可搬型トリチウム測定装置及び可搬型核種分析装置で構成する。

設置要求

【可搬型試料分析設備】
可搬型放射能測定装置
可搬型トリチウム測定装置
可搬型核種分析装置

設計方針（代替試料分
析関係設備の設備構
成、系統構成）

155
可搬型試料分析設備は，環境試料測定設備が機能喪失した場合に，ダスト
モニタ及び可搬型ダストモニタで捕集した放射性物質の濃度を測定し，及
びその結果を記録できるように，測定値を指示する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【可搬型試料分析設備】
可搬型放射能測定装置
可搬型核種分析装置

基本方針

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

設計方針（計測範囲）

154

可搬型試料分析設備は，放出管理分析設備が機能喪失した場合に，排気サ
ンプリング設備（主排気筒），排気サンプリング設備（使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋換気筒）及び可搬型排気サンプリング設備で捕集した放射性
物質の濃度を測定し，及びその結果を記録できるように，測定値を指示す
る設計とする。

機能要求①
機能要求②

【可搬型試料分析設備】
可搬型放射能測定装置
可搬型トリチウム測定装置
可搬型核種分析装置

基本方針

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

設計方針（計測範囲）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ 核種分析装置（ガンマ線用） － － －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書
4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設備
の計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書
【4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設
備の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

○ 基本方針 基本方針 － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

○ 核種分析装置（ガンマ線用）
放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）
放射能測定装置（低エネルギーベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

○ 核種分析装置（ガンマ線用）
放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）
放射能測定装置（低エネルギーベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － － － － －

○ －
可搬型放射能測定装置
可搬型トリチウム測定装置
可搬型核種分析装置

－ － －

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書
2.基本方針
3.4.2 可搬型試料分析設備

Ⅵ-2-4 配置図

【Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに
試料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関
する説明書】
【2.基本方針】
・代替試料分析関係設備の重大事故等時における
基本方針を説明する。
【3.4.2 可搬型試料分析設備】
・重大事故等が発生した場合の可搬型試料分析設
備による試料の測定について説明する。

【Ⅵ-2-4 配置図】
・代替試料分析関係設備の配置について説明す
る。

○ －
可搬型放射能測定装置
可搬型トリチウム測定装置
可搬型核種分析装置

－ － －

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

3.4 代替試料分析関係設備
3.4.2 可搬型試料分析設備

Ⅵ-2-4 配置図

【Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに
試料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関
する説明書】
【3.4 代替試料分析関係設備】
・代替試料分析関係設備の構成について説明す
る。
【3.4.2 可搬型試料分析設備】
・可搬型試料分析設備の構成について説明する。

【Ⅵ-2-4 配置図】
・代替試料分析関係設備の配置について説明す
る。

○ －
可搬型放射能測定装置
可搬型核種分析装置

－ －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

2. 基本方針

3.4.1 試料の種類及び測定頻度
3.4.2 可搬型試料分析設備

3.5.1 計測結果の指示又は表示
3.5.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記
録及び保存

4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設備
の計測範囲

【2. 基本方針】
・代替試料分析関係設備の重大事故等時における
基本方針を説明する。
【3.4.1 試料の種類及び測定頻度】
・重大事故等が発生した場合に測定する試料の種
類及び測定頻度について説明する。
【3.4.2 可搬型試料分析設備】
・重大事故等が発生した場合の可搬型試料分析設
備による試料の測定について説明する。
【3.5.1 計測結果の指示又は表示】
・代替試料分析関係設備による計測結果の指示及
び表示について説明する。
【3.5.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の
記録及び保存】
・代替試料分析関係設備による計測結果の記録に
ついて説明する。指示、表示及び記録について説
明する。
【4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設
備の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

○ － － －
可搬型放射能測定装置
可搬型トリチウム測定装置
可搬型核種分析装置

＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

2. 基本方針

3.4.1 試料の種類及び測定頻度
3.4.2 可搬型試料分析設備

3.5.1 計測結果の指示又は表示
3.5.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記
録及び保存

4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設備
の計測範囲

【2. 基本方針】
・代替試料分析関係設備の重大事故等時における
基本方針を説明する。

【3.4.1 試料の種類及び測定頻度】
・重大事故等が発生した場合に測定する試料の種
類及び測定頻度について説明する。
【3.4.2 可搬型試料分析設備】
・重大事故等が発生した場合の可搬型試料分析設
備による試料の測定について説明する。

【3.5.1 計測結果の指示又は表示】
・代替試料分析関係設備による計測結果の指示及
び表示について説明する。
【3.5.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の
記録及び保存】
・代替試料分析関係設備による計測結果の記録に
ついて説明する。

【4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設
備の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

526



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類 構成 添付書類 説明内容
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

157
可搬型放射能測定装置及び可搬型核種分析装置は，MOX燃料加工施設と共
用する。

機能要求①
【可搬型試料分析設備】
可搬型放射能測定装置
可搬型核種分析装置

設計方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

－ － － － －

158

MOX燃料加工施設と共用する可搬型放射能測定装置及び可搬型核種分析装
置は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等対処を考慮
し，十分な容量及び台数を確保することで，共用によって重大事故等時の
対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
【可搬型試料分析設備】
可搬型放射能測定装置
可搬型核種分析装置

設計方針（悪影響防
止）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

－ － － － －

159

可搬型試料分析設備は，共通要因によって試料分析関係設備と同時にその
機能が損なわれるおそれがないように，故障時のバックアップを含めて必
要な数量を試料分析関係設備が設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離
を確保した外部保管エリアに保管するとともに，主排気筒管理建屋にも保
管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求

【可搬型試料分析設備】
可搬型放射能測定装置
可搬型トリチウム測定装置
可搬型核種分析装置

設計方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1)多様性，位置的分散

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(1)多様性，位置的分散】
・重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等に
ついて説明する。

－ － － － －

160

MOX燃料加工施設と共用する可搬型放射能測定装置は，再処理施設及びMOX
燃料加工施設から放出される放射性物質の濃度を測定できる計測範囲を有
する設計とするとともに，保有数は，必要数及び予備として故障時のバッ
クアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【可搬型試料分析設備】
可搬型放射能測定装置

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（計測範囲）

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書
4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設備
の計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書
【4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設
備の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

－ － － － －

161

可搬型トリチウム測定装置は，再処理施設から放出される放射性物質の濃
度を測定できる計測範囲を有する設計とするとともに，保有数は，必要数
及び予備として故障時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計と
する。

設置要求
機能要求②

【可搬型試料分析設備】
可搬型トリチウム測定装置

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（計測範囲）

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書
4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設備
の計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書
【4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設
備の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

－ － － － －

162

MOX燃料加工施設と共用する可搬型核種分析装置は，再処理施設及びMOX燃
料加工施設から放出される放射性物質の濃度を測定できる計測範囲を有す
る設計とするとともに，保有数は，必要数及び予備として故障時のバック
アップを含め十分な台数を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【可搬型試料分析設備】
可搬型核種分析装置

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（計測範囲）

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書
4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設備
の計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書
【4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設
備の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

－ － － － －

163

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる可搬型試料分
析関係設備は，「９．２　重大事故等対処設備」の「９．２．７　地震を
要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすること
で重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

164
可搬型試料分析設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる主排気筒
管理建屋，第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台
風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

【可搬型試料分析設備】
可搬型放射能測定装置
可搬型トリチウム測定装置
可搬型核種分析装置

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

165

可搬型試料分析設備は内部発生飛散物の影響を考慮し，主排気筒管理建
屋，第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響
を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

2. 基本方針

3.4.1 試料の種類及び測定頻度
3.4.2 可搬型試料分析設備

3.5.1 計測結果の指示又は表示
3.5.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記
録及び保存

4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設備
の計測範囲

【2. 基本方針】
・代替試料分析関係設備の重大事故等時における
基本方針を説明する。

【3.4.1 試料の種類及び測定頻度】
・重大事故等が発生した場合に測定する試料の種
類及び測定頻度について説明する。
【3.4.2 可搬型試料分析設備】
・重大事故等が発生した場合の可搬型試料分析設
備による試料の測定について説明する。

【3.5.1 計測結果の指示又は表示】
・代替試料分析関係設備による計測結果の指示及
び表示について説明する。
【3.5.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の
記録及び保存】
・代替試料分析関係設備による計測結果の記録に
ついて説明する。

【4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設
備の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

－ － － － －156

可搬型放射能測定装置及び可搬型核種分析装置は，再処理施設からの放射
性物質の放出のおそれがあると判断した場合に，再処理施設及びその周辺
で採取した，水中及び土壌中の放射性物質の濃度を測定し，及びその結果
を記録できるように，測定値を指示する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【可搬型試料分析設備】
可搬型放射能測定装置
可搬型核種分析装置

基本方針

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

設計方針（計測範囲）

527



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

157
可搬型放射能測定装置及び可搬型核種分析装置は，MOX燃料加工施設と共
用する。

機能要求①
【可搬型試料分析設備】
可搬型放射能測定装置
可搬型核種分析装置

設計方針（悪影響防
止）

158

MOX燃料加工施設と共用する可搬型放射能測定装置及び可搬型核種分析装
置は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等対処を考慮
し，十分な容量及び台数を確保することで，共用によって重大事故等時の
対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
【可搬型試料分析設備】
可搬型放射能測定装置
可搬型核種分析装置

設計方針（悪影響防
止）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

159

可搬型試料分析設備は，共通要因によって試料分析関係設備と同時にその
機能が損なわれるおそれがないように，故障時のバックアップを含めて必
要な数量を試料分析関係設備が設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離
を確保した外部保管エリアに保管するとともに，主排気筒管理建屋にも保
管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求

【可搬型試料分析設備】
可搬型放射能測定装置
可搬型トリチウム測定装置
可搬型核種分析装置

設計方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

160

MOX燃料加工施設と共用する可搬型放射能測定装置は，再処理施設及びMOX
燃料加工施設から放出される放射性物質の濃度を測定できる計測範囲を有
する設計とするとともに，保有数は，必要数及び予備として故障時のバッ
クアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【可搬型試料分析設備】
可搬型放射能測定装置

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（計測範囲）

161

可搬型トリチウム測定装置は，再処理施設から放出される放射性物質の濃
度を測定できる計測範囲を有する設計とするとともに，保有数は，必要数
及び予備として故障時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計と
する。

設置要求
機能要求②

【可搬型試料分析設備】
可搬型トリチウム測定装置

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（計測範囲）

162

MOX燃料加工施設と共用する可搬型核種分析装置は，再処理施設及びMOX燃
料加工施設から放出される放射性物質の濃度を測定できる計測範囲を有す
る設計とするとともに，保有数は，必要数及び予備として故障時のバック
アップを含め十分な台数を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【可搬型試料分析設備】
可搬型核種分析装置

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（計測範囲）

163

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる可搬型試料分
析関係設備は，「９．２　重大事故等対処設備」の「９．２．７　地震を
要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすること
で重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

164
可搬型試料分析設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる主排気筒
管理建屋，第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台
風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

【可搬型試料分析設備】
可搬型放射能測定装置
可搬型トリチウム測定装置
可搬型核種分析装置

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

165

可搬型試料分析設備は内部発生飛散物の影響を考慮し，主排気筒管理建
屋，第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響
を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

156

可搬型放射能測定装置及び可搬型核種分析装置は，再処理施設からの放射
性物質の放出のおそれがあると判断した場合に，再処理施設及びその周辺
で採取した，水中及び土壌中の放射性物質の濃度を測定し，及びその結果
を記録できるように，測定値を指示する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【可搬型試料分析設備】
可搬型放射能測定装置
可搬型核種分析装置

基本方針

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

設計方針（計測範囲）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ －
可搬型放射能測定装置
可搬型核種分析装置

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

○ －
可搬型放射能測定装置
可搬型核種分析装置

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

○ －
可搬型放射能測定装置
可搬型トリチウム測定装置
可搬型核種分析装置

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1)多様性，位置的分散

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(1)多様性，位置的分散】
・重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等に
ついて説明する。

○ － 可搬型放射能測定装置 － －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書
4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設備
の計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書
【4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設
備の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

○ － 可搬型トリチウム測定装置 － －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書
4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設備
の計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書
【4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設
備の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

○ － 可搬型核種分析装置 － －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書
4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設備
の計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書
【4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設
備の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

○ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

○ －
可搬型放射能測定装置
可搬型トリチウム測定装置
可搬型核種分析装置

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

○ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

2. 基本方針

3.4.1 試料の種類及び測定頻度
3.4.2 可搬型試料分析設備

3.5.1 計測結果の指示又は表示
3.5.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記
録及び保存

4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設備
の計測範囲

【2. 基本方針】
・代替試料分析関係設備の重大事故等時における
基本方針を説明する。

【3.4.1 試料の種類及び測定頻度】
・重大事故等が発生した場合に測定する試料の種
類及び測定頻度について説明する。
【3.4.2 可搬型試料分析設備】
・重大事故等が発生した場合の可搬型試料分析設
備による試料の測定について説明する。

【3.5.1 計測結果の指示又は表示】
・代替試料分析関係設備による計測結果の指示及
び表示について説明する。
【3.5.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の
記録及び保存】
・代替試料分析関係設備による計測結果の記録に
ついて説明する。

【4. 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設
備の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

○ －
可搬型放射能測定装置
可搬型核種分析装置

－
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類 構成 添付書類 説明内容
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

166
可搬型試料分析設備は，通常時において，重大事故等に対処するために必
要な機能を確認するため，校正，機能の確認，性能の確認及び外観の確認
が可能な設計とする。

機能要求①

【可搬型試料分析設備】
可搬型放射能測定装置
可搬型トリチウム測定装置
可搬型核種分析装置

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

167 また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。 機能要求①

【可搬型試料分析設備】
可搬型放射能測定装置
可搬型トリチウム測定装置
可搬型核種分析装置

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

168 6.5　環境管理設備 － － － － － － － － － －

169

敷地周辺の放射線モニタリングを行うための環境管理設備として，空間放
射線量率測定器，中性子線用サーベイメータ，ダストサンプラ，よう素サ
ンプラ及び放射能測定器を搭載した無線通話装置付きの放射能観測車を設
ける設計とする。

設置要求

【環境管理設備】
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

設計方針（環境管理設
備の設備構成、系統構
成）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認本文
「環境管理設備」の記載より変更なし

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」の記載より変更なし

・放射能観測車の搭載機器について説明する。 － － － － －

170
また，敷地内に気象を観測するための環境管理設備として，気象観測設備
（風向風速計，日射計，放射収支計，雨量計，温度計）を設置する設計と
する。

設置要求

【環境管理設備】
気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支
計，雨量計）
気象観測設備（温度計）

設計方針（環境管理設
備の設備構成、系統構
成）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認本文
「環境管理設備」の記載より変更なし

・気象観測設備の測定対象について説明する。 － － － － －

171
気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支計，雨量計，温度計）の観
測値は中央制御室において指示及び記録するとともに，緊急時対策所にお
いても指示する設計とする。

機能要求①

【環境管理設備】
気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支
計，雨量計）
気象観測設備（温度計）

設計方針（環境管理設
備の設備構成，系統構
成）

設計方針（指示，表
示，記録及び保存）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認本文
「環境管理設備」の記載より変更なし

既設工認系統図
「放射線監視設備の系統図」の記載より変更なし

・気象観測設備による気象観測について説明す
る。
・設計基準対象施設による計測結果の指示または
表示、記録及び保存に係る場所及び方法について
説明する。

－ － － － －

172 放射能観測車は，MOX燃料加工施設と共用する。 機能要求①

【環境管理設備】
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

設計方針（共用）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・放射能観測車はＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物
管理施設と共用するが，仕様及び運用を各施設で
同一とし，周辺監視区域が同一の区域であること
により，測定結果の共有を図る設計とすること
で，共用によって再処理施設の安全性を損なわな
い設計とする。

－ － － － －

173
また，気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支計，雨量計，温度
計）の一部は，MOX燃料加工施設及び廃棄物管理施設と共用する。

機能要求①

【環境管理設備】
気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支
計，雨量計）
気象観測設備（温度計）

設計方針（共用）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・気象観測設備の一部はＭＯＸ燃料加工施設及び
廃棄物管理施設と共用するが，仕様及び運用を各
施設で同一とし，周辺監視区域が同一の区域であ
ることにより，測定結果の共有を図る設計とする
ことで，共用によって再処理施設の安全性を損な
わない設計とする。

－ － － － －

174

放射能観測車は，MOX燃料加工施設と共用するが，仕様及び運用を各施設
で同一とし，周辺監視区域及び敷地が同一の区域であることにより，測定
結果の共有を図る設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を
損なわない設計とする。

機能要求①

【環境管理設備】
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

設計方針（共用）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・放射能観測車はＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物
管理施設と共用するが，仕様及び運用を各施設で
同一とし，周辺監視区域が同一の区域であること
により，測定結果の共有を図る設計とすること
で，共用によって再処理施設の安全性を損なわな
い設計とする。

－ － － － －

175

また，気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支計，雨量計，温度
計）の一部は，MOX燃料加工施設及び廃棄物管理施設と共用するが，仕様
及び運用を各施設で同一とし，周辺監視区域及び敷地が同一の区域である
ことにより，測定結果の共有を図る設計とすることで，共用によって再処
理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①

【環境管理設備】
気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支
計，雨量計）
気象観測設備（温度計）

設計方針（共用）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・気象観測設備の一部はＭＯＸ燃料加工施設及び
廃棄物管理施設と共用するが，仕様及び運用を各
施設で同一とし，周辺監視区域が同一の区域であ
ることにより，測定結果の共有を図る設計とする
ことで，共用によって再処理施設の安全性を損な
わない設計とする。

－ － － － －

529



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

166
可搬型試料分析設備は，通常時において，重大事故等に対処するために必
要な機能を確認するため，校正，機能の確認，性能の確認及び外観の確認
が可能な設計とする。

機能要求①

【可搬型試料分析設備】
可搬型放射能測定装置
可搬型トリチウム測定装置
可搬型核種分析装置

設計方針（試験・検査
性）

167 また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。 機能要求①

【可搬型試料分析設備】
可搬型放射能測定装置
可搬型トリチウム測定装置
可搬型核種分析装置

設計方針（試験・検査
性）

168 6.5　環境管理設備 － － －

169

敷地周辺の放射線モニタリングを行うための環境管理設備として，空間放
射線量率測定器，中性子線用サーベイメータ，ダストサンプラ，よう素サ
ンプラ及び放射能測定器を搭載した無線通話装置付きの放射能観測車を設
ける設計とする。

設置要求

【環境管理設備】
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

設計方針（環境管理設
備の設備構成、系統構
成）

170
また，敷地内に気象を観測するための環境管理設備として，気象観測設備
（風向風速計，日射計，放射収支計，雨量計，温度計）を設置する設計と
する。

設置要求

【環境管理設備】
気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支
計，雨量計）
気象観測設備（温度計）

設計方針（環境管理設
備の設備構成、系統構
成）

171
気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支計，雨量計，温度計）の観
測値は中央制御室において指示及び記録するとともに，緊急時対策所にお
いても指示する設計とする。

機能要求①

【環境管理設備】
気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支
計，雨量計）
気象観測設備（温度計）

設計方針（環境管理設
備の設備構成，系統構
成）

設計方針（指示，表
示，記録及び保存）

172 放射能観測車は，MOX燃料加工施設と共用する。 機能要求①

【環境管理設備】
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

設計方針（共用）

173
また，気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支計，雨量計，温度
計）の一部は，MOX燃料加工施設及び廃棄物管理施設と共用する。

機能要求①

【環境管理設備】
気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支
計，雨量計）
気象観測設備（温度計）

設計方針（共用）

174

放射能観測車は，MOX燃料加工施設と共用するが，仕様及び運用を各施設
で同一とし，周辺監視区域及び敷地が同一の区域であることにより，測定
結果の共有を図る設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を
損なわない設計とする。

機能要求①

【環境管理設備】
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

設計方針（共用）

175

また，気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支計，雨量計，温度
計）の一部は，MOX燃料加工施設及び廃棄物管理施設と共用するが，仕様
及び運用を各施設で同一とし，周辺監視区域及び敷地が同一の区域である
ことにより，測定結果の共有を図る設計とすることで，共用によって再処
理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①

【環境管理設備】
気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支
計，雨量計）
気象観測設備（温度計）

設計方針（共用）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ －
可搬型放射能測定装置
可搬型トリチウム測定装置
可搬型核種分析装置

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

○ －
可搬型放射能測定装置
可搬型トリチウム測定装置
可搬型核種分析装置

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － － － － －

△ 基本方針 － － － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認本文
「環境管理設備」の記載より変更なし

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」の記載より変更なし

・放射能観測車の搭載機器について説明する。

△ 基本方針 － － － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認本文
「環境管理設備」の記載より変更なし

・気象観測設備の測定対象について説明する。

△ 基本方針 － － － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

既設工認本文
「環境管理設備」の記載より変更なし

既設工認系統図
「放射線監視設備の系統図」の記載より変更なし

・気象観測設備による気象観測について説明す
る。
・設計基準対象施設による計測結果の指示または
表示、記録及び保存に係る場所及び方法について
説明する。

○
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

－ － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・放射能観測車はＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物
管理施設と共用するが，仕様及び運用を各施設で
同一とし，周辺監視区域が同一の区域であること
により，測定結果の共有を図る設計とすること
で，共用によって再処理施設の安全性を損なわな
い設計とする。

○
気象観測設備（風向風速計、日射計、放射収支
計、雨量計）
気象観測設備（温度計）

－ － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・気象観測設備の一部はＭＯＸ燃料加工施設及び
廃棄物管理施設と共用するが，仕様及び運用を各
施設で同一とし，周辺監視区域が同一の区域であ
ることにより，測定結果の共有を図る設計とする
ことで，共用によって再処理施設の安全性を損な
わない設計とする。

○
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

－ － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・放射能観測車はＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物
管理施設と共用するが，仕様及び運用を各施設で
同一とし，周辺監視区域が同一の区域であること
により，測定結果の共有を図る設計とすること
で，共用によって再処理施設の安全性を損なわな
い設計とする。

○
気象観測設備（風向風速計、日射計、放射収支
計、雨量計）
気象観測設備（温度計）

－ － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・気象観測設備の一部はＭＯＸ燃料加工施設及び
廃棄物管理施設と共用するが，仕様及び運用を各
施設で同一とし，周辺監視区域が同一の区域であ
ることにより，測定結果の共有を図る設計とする
ことで，共用によって再処理施設の安全性を損な
わない設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類 構成 添付書類 説明内容
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

177

重大事故等時において，環境管理設備の気象観測設備（風向風速計，日射
計，放射収支計，雨量計）を常設重大事故等対処設備として位置付け，敷
地内の風向，風速，日射量，放射収支量及び雨量を観測し，及びその結果
を記録する設計とする。

設置要求
機能要求①

【環境管理設備】
気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支
計，雨量計）

基本方針

設計方針（環境管理設
備の設備構成、系統構
成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

2.2 重大事故等対処設備に関する計測

3.3 環境管理設備
3.3.2 気象観測設備
(1)気象観測設備

3.7.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記
録及び保存

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・気象観測設備の重大事故等時における基本方針
を説明する。
・気象観測設備の重大事故等時における測定値の
表示及び記録に係る基本方針を説明する。

【3.3 環境管理設備】
・環境管理設備の構成について説明する。
【3.3.2(1) 気象観測設備】
・気象観測設備の観測項目について説明する。
・重大事故等が発生した場合の気象観測について
説明する。

【3.7.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の
記録及び保存】
・重大事故等対処設備による計測結果の記録及び
保存に係る場所及び方法について説明する。

－ － － － －

178
環境管理設備は，重大事故等時において，敷地内の気象条件，敷地周辺の
空間放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度をモニタリング対象とす
る。

機能要求①

【環境管理設備】
気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支
計，雨量計）
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

設計方針（環境管理設
備の設備構成、系統構
成）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.3.1 放射能観測車
(1)放射能観測車
3.3.2 気象観測設備
(1)気象観測設備

【3.3.1(1) 放射能観測車】
・放射能観測車のモニタリング対象について説明
する。
【3.3.2(1)気象観測設備】
・気象観測設備のモニタリング対象につて説明す
る。

－ － － － －

179 環境管理設備は，MOX燃料加工施設と共用する。 機能要求①

【環境管理設備】
気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支
計，雨量計）
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

設計方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

－ － － － －

180
MOX燃料加工施設と共用する放射能観測車は，再処理施設及びMOX燃料加工
施設における重大事故等対処を考慮し，十分な容量及び台数を確保するこ
とで，共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

【環境管理設備】
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

設計方針（悪影響防
止）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

－ － － － －

181

MOX燃料加工施設と共用する気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収
支計，雨量計）は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等
対処を考慮し，十分な台数を確保することで，共用によって重大事故等時
の対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
【環境管理設備】
気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支
計，雨量計）

設計方針（悪影響防
止）

設計方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

－ － － － －

182

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる環境管理
設備は，自然現象，人為事象，溢水及び火災により機能が損なわれる場
合，代替設備による機能の確保又は修理等の対応の手順を保安規定に定め
管理することにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

機能要求①
運用要求

【環境管理設備】
気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支
計，雨量計）
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

基本方針（多様性，位
置的分散等（常設重大
事故等対処設備）)

基本方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備）)

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1)多様性，位置的分散

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(1)多様性，位置的分散】
・内的事象を要因として発生した場合に対処に用
いる重大事故等対処設備の代替設備について説明
する。

－ － － － －

183
気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支計，雨量計）は，安全機能
を有する施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備と
して使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
【環境管理設備】
気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支
計，雨量計）

設計方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備の悪影響防止について考慮
する事項を説明する。

－ － － － －

184
屋外に保管する放射能観測車は，竜巻により飛来物とならないよう必要に
応じて固縛等の措置をとることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針
設計方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備の悪影響防止について考慮
する事項を説明する。

－ － － － －

－ － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

2.2 重大事故等対処設備に関する計測

3.3 環境管理設備
3.3.1 放射能観測車
(1)放射能観測車

3.7.1 計測結果の指示又は表示
3.7.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記
録及び保存

4.1 放射線管理施設の計測範囲

Ⅵ-2-4 配置図

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・放射能観測車の重大事故等時における基本方針
を説明する。
・放射能観測車の重大事故等時における測定値の
表示及び記録に係る基本方針を説明する。

【3.3 環境管理設備】
・環境管理設備の構成について説明する。
【3.3.1(1)放射能観測車】
・放射能観測車の搭載機器について説明する。
・重大事故等が発生した場合の敷地周辺における
空間放射線量率及び空位中の放射性物質の濃度の
測定について説明する。

【3.7.1 計測結果の指示又は表示】
・重大事故等対処設備による計測結果の指示又は
表示に係る場所及び方法について説明する。
【3.7.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の
記録及び保存】
・重大事故等対処設備による計測結果の記録及び
保存に係る場所及び方法について説明する。

【4.1 放射線管理施設の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

【Ⅵ-2-4 配置図】
・放射能観測車の配置について説明する。

－ －176

重大事故等時において，環境管理設備の放射能観測車を可搬型重大事故等
対処設備として位置付け，敷地周辺の空間放射線量率及び空気中の放射性
物質の濃度を迅速に測定し，及びその結果を記録できるように，測定値を
指示する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

【環境管理設備】
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

基本方針

設計方針（環境管理設
備の設備構成、系統構
成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

設計方針（計測範囲）

531



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

177

重大事故等時において，環境管理設備の気象観測設備（風向風速計，日射
計，放射収支計，雨量計）を常設重大事故等対処設備として位置付け，敷
地内の風向，風速，日射量，放射収支量及び雨量を観測し，及びその結果
を記録する設計とする。

設置要求
機能要求①

【環境管理設備】
気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支
計，雨量計）

基本方針

設計方針（環境管理設
備の設備構成、系統構
成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

178
環境管理設備は，重大事故等時において，敷地内の気象条件，敷地周辺の
空間放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度をモニタリング対象とす
る。

機能要求①

【環境管理設備】
気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支
計，雨量計）
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

設計方針（環境管理設
備の設備構成、系統構
成）

179 環境管理設備は，MOX燃料加工施設と共用する。 機能要求①

【環境管理設備】
気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支
計，雨量計）
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

設計方針（悪影響防
止）

180
MOX燃料加工施設と共用する放射能観測車は，再処理施設及びMOX燃料加工
施設における重大事故等対処を考慮し，十分な容量及び台数を確保するこ
とで，共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

【環境管理設備】
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

設計方針（悪影響防
止）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

181

MOX燃料加工施設と共用する気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収
支計，雨量計）は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等
対処を考慮し，十分な台数を確保することで，共用によって重大事故等時
の対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
【環境管理設備】
気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支
計，雨量計）

設計方針（悪影響防
止）

設計方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

182

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる環境管理
設備は，自然現象，人為事象，溢水及び火災により機能が損なわれる場
合，代替設備による機能の確保又は修理等の対応の手順を保安規定に定め
管理することにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

機能要求①
運用要求

【環境管理設備】
気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支
計，雨量計）
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

基本方針（多様性，位
置的分散等（常設重大
事故等対処設備）)

基本方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備）)

183
気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支計，雨量計）は，安全機能
を有する施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備と
して使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
【環境管理設備】
気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支
計，雨量計）

設計方針（悪影響防
止）

184
屋外に保管する放射能観測車は，竜巻により飛来物とならないよう必要に
応じて固縛等の措置をとることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針
設計方針（悪影響防
止）

176

重大事故等時において，環境管理設備の放射能観測車を可搬型重大事故等
対処設備として位置付け，敷地周辺の空間放射線量率及び空気中の放射性
物質の濃度を迅速に測定し，及びその結果を記録できるように，測定値を
指示する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

【環境管理設備】
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

基本方針

設計方針（環境管理設
備の設備構成、系統構
成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

設計方針（計測範囲）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○
気象観測設備（風向風速計、日射計、放射収支
計、雨量計）

－ － － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

2.2 重大事故等対処設備に関する計測

3.3 環境管理設備
3.3.2 気象観測設備
(1)気象観測設備

3.7.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記
録及び保存

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・気象観測設備の重大事故等時における基本方針
を説明する。
・気象観測設備の重大事故等時における測定値の
表示及び記録に係る基本方針を説明する。

【3.3 環境管理設備】
・環境管理設備の構成について説明する。
【3.3.2(1) 気象観測設備】
・気象観測設備の観測項目について説明する。
・重大事故等が発生した場合の気象観測について
説明する。

【3.7.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の
記録及び保存】
・重大事故等対処設備による計測結果の記録及び
保存に係る場所及び方法について説明する。

○

気象観測設備（風向風速計、日射計、放射収支
計、雨量計）
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

－ － － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.3.1 放射能観測車
(1)放射能観測車
3.3.2 気象観測設備
(1)気象観測設備

【3.3.1(1) 放射能観測車】
・放射能観測車のモニタリング対象について説明
する。
【3.3.2(1)気象観測設備】
・気象観測設備のモニタリング対象につて説明す
る。

○

気象観測設備（風向風速計、日射計、放射収支
計、雨量計）
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

－ － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

○
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

－ － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

○
気象観測設備（風向風速計、日射計、放射収支
計、雨量計）

－ － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

○
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

－ － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1)多様性，位置的分散

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(1)多様性，位置的分散】
・内的事象を要因として発生した場合に対処に用
いる重大事故等対処設備の代替設備について説明
する。

○
気象観測設備（風向風速計、日射計、放射収支
計、雨量計）

－ － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備の悪影響防止について考慮
する事項を説明する。

○ 施設共通 基本設計方針 － － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備の悪影響防止について考慮
する事項を説明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

2.2 重大事故等対処設備に関する計測

3.3 環境管理設備
3.3.1 放射能観測車
(1)放射能観測車

3.7.1 計測結果の指示又は表示
3.7.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記
録及び保存

4.1 放射線管理施設の計測範囲

Ⅵ-2-4 配置図

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・放射能観測車の重大事故等時における基本方針
を説明する。
・放射能観測車の重大事故等時における測定値の
表示及び記録に係る基本方針を説明する。

【3.3 環境管理設備】
・環境管理設備の構成について説明する。
【3.3.1(1)放射能観測車】
・放射能観測車の搭載機器について説明する。
・重大事故等が発生した場合の敷地周辺における
空間放射線量率及び空位中の放射性物質の濃度の
測定について説明する。

【3.7.1 計測結果の指示又は表示】
・重大事故等対処設備による計測結果の指示又は
表示に係る場所及び方法について説明する。
【3.7.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の
記録及び保存】
・重大事故等対処設備による計測結果の記録及び
保存に係る場所及び方法について説明する。

【4.1 放射線管理施設の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

【Ⅵ-2-4 配置図】
・放射能観測車の配置について説明する。

○
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

－ － －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

532



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類 構成 添付書類 説明内容
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

185

MOX燃料加工施設と共用する気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収
支計，雨量計）は，敷地内において風向，風速その他の気象条件を観測す
るために必要な計測範囲に対して十分な容量を有する設計とするととも
に，１台を有する設計とする。

設置要求
機能要求①

【環境管理設備】
気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支
計，雨量計）

設計方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

－ － － － －

186

MOX燃料加工施設と共用する放射能観測車は，敷地内において，空気中の
放射性物質の濃度及び線量を測定するために必要なサンプリング量及び計
測範囲に対して十分な容量を有する設計とするとともに，1台数を有する
設計とする。

設置要求
機能要求②

【環境管理設備】
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（計測範囲）

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
4.1 放射線管理施設の計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【4.1 放射線管理施設の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

－ － － － －

187
屋外に保管する放射能観測車は，風（台風）及び竜巻に対して，風（台
風）及び竜巻による風荷重を考慮し，当該設備の転倒防止，固縛等の措置
を講じて保管する設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

188

気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支計，雨量計）は内部発生飛
散物の影響を考慮し，再処理施設の敷地内の露場の内部発生飛散物の影響
を受けない場所に設置することにより，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

189
環境管理設備は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機
能を確認するため，校正，機能の確認，性能の確認及び外観の確認が可能
な設計とする。

機能要求①

【環境管理設備】
気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支
計，雨量計）
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

190 また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。 機能要求①

【環境管理設備】
気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支
計，雨量計）
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

191 6.6　代替放射能観測設備 － － － － － － － － － －

192
重大事故等時において，放射能観測車が機能喪失した場合に，その機能を
代替する代替放射能観測設備を可搬型重大事故等対処設備として設ける設
計とする。

設置要求

【可搬型放射能観測設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）

基本方針

設計方針（代替放射能
観測設備の設備構成、
系統構成）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

2.2 重大事故等対処設備に関する計測

3.4.1 可搬型放射能観測設備

Ⅵ-2-4 配置図

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・代替放射能観測設備の重大事故等時における基
本方針を説明する。

【3.4.1 可搬型放射能観測設備】
・代替放射能観測設備の構成について説明する。

【Ⅵ-2-4 配置図】
・代替放射能観測設備の配置について説明する。

－ － － － －

193

代替放射能観測設備は，可搬型放射能観測設備のガンマ線用サーベイメー
タ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション）（ＳＡ），ガンマ線用サーベイ
メータ（電離箱）（ＳＡ），中性子線用サーベイメータ（ＳＡ），アル
ファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダスト・よう素サン
プラ（ＳＡ）で構成する。

設置要求

【可搬型放射能観測設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）

設計方針（代替放射能
観測設備の設備構成、
系統構成）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.4.1 可搬型放射能観測設備

【3.4.1 可搬型放射能観測設備】
・代替放射能観測設備の構成について説明する。

－ － － － －

195 可搬型放射能観測設備は，MOX燃料加工施設と共用する。 機能要求①

【可搬型放射能観測設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）

設計方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

－ － － － －

196

MOX燃料加工施設と共用するガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）
シンチレーション）（ＳＡ），ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（Ｓ
Ａ），中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）及びアルファ・ベータ線用サー
ベイメータ（ＳＡ）は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事
故等対処を考慮し，十分な容量及び台数を確保することで，共用によって
重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

【可搬型放射能観測設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

設計方針（悪影響防
止）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

－ － － － －

194
可搬型放射能観測設備は，空間放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度
を測定し，及びその結果を記録できるように，測定値を指示する設計とす
る。

機能要求①
機能要求②

【可搬型放射能観測設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

基本方針

設計方針（代替放射能
観測設備の設備構成、
系統構成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

設計方針（計測範囲）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

2.2 重大事故等対処設備に関する計測

3.4.1 可搬型放射能観測設備
(1) ガンマ線用サーベイメータ(NaI(Tl)シンチ
レーション)(SA)
(2) ガンマ線用サーベイメータ(電離箱)(SA)
(3) 中性子線用サーベイメータ(SA)
(4) アルファ・ベータ線用サーベイメータ(SA)
3.7.1 計測結果の指示又は表示
3.7.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記
録及び保存

4.1 放射線管理施設の計測範囲

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・代替放射能観測設備の重大事故等時における測
定値の表示及び記録に係る基本方針を説明する。

【3.4.1 (1) ガンマ線用サーベイメータ(NaI(Tl)
シンチレーション)(SA)】
【3.4.1 (2) ガンマ線用サーベイメータ(電離
箱)(SA)】
【3.4.1 (3) 中性子線用サーベイメータ(SA)】
【3.4.1 (4) アルファ・ベータ線用サーベイメー
タ(SA)】
・重大事故等が発生した場合の可搬型放射能観測
設備による空間放射線量率及び空位中の放射性物
質の濃度の測定について説明する。
【3.7.1 計測結果の指示又は表示】
・重大事故等対処設備による計測結果の指示又は
表示に係る場所及び方法について説明する。
【3.7.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の
記録及び保存】
・重大事故等対処設備による計測結果の記録及び
保存に係る場所及び方法について説明する。

【4.1 放射線管理施設の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

－ － － － －

533



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

185

MOX燃料加工施設と共用する気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収
支計，雨量計）は，敷地内において風向，風速その他の気象条件を観測す
るために必要な計測範囲に対して十分な容量を有する設計とするととも
に，１台を有する設計とする。

設置要求
機能要求①

【環境管理設備】
気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支
計，雨量計）

設計方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

186

MOX燃料加工施設と共用する放射能観測車は，敷地内において，空気中の
放射性物質の濃度及び線量を測定するために必要なサンプリング量及び計
測範囲に対して十分な容量を有する設計とするとともに，1台数を有する
設計とする。

設置要求
機能要求②

【環境管理設備】
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（計測範囲）

187
屋外に保管する放射能観測車は，風（台風）及び竜巻に対して，風（台
風）及び竜巻による風荷重を考慮し，当該設備の転倒防止，固縛等の措置
を講じて保管する設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

188

気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支計，雨量計）は内部発生飛
散物の影響を考慮し，再処理施設の敷地内の露場の内部発生飛散物の影響
を受けない場所に設置することにより，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

189
環境管理設備は，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機
能を確認するため，校正，機能の確認，性能の確認及び外観の確認が可能
な設計とする。

機能要求①

【環境管理設備】
気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支
計，雨量計）
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

設計方針（試験・検査
性）

190 また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。 機能要求①

【環境管理設備】
気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支
計，雨量計）
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

設計方針（試験・検査
性）

191 6.6　代替放射能観測設備 － － －

192
重大事故等時において，放射能観測車が機能喪失した場合に，その機能を
代替する代替放射能観測設備を可搬型重大事故等対処設備として設ける設
計とする。

設置要求

【可搬型放射能観測設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）

基本方針

設計方針（代替放射能
観測設備の設備構成、
系統構成）

193

代替放射能観測設備は，可搬型放射能観測設備のガンマ線用サーベイメー
タ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション）（ＳＡ），ガンマ線用サーベイ
メータ（電離箱）（ＳＡ），中性子線用サーベイメータ（ＳＡ），アル
ファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダスト・よう素サン
プラ（ＳＡ）で構成する。

設置要求

【可搬型放射能観測設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）

設計方針（代替放射能
観測設備の設備構成、
系統構成）

195 可搬型放射能観測設備は，MOX燃料加工施設と共用する。 機能要求①

【可搬型放射能観測設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）

設計方針（悪影響防
止）

196

MOX燃料加工施設と共用するガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）
シンチレーション）（ＳＡ），ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（Ｓ
Ａ），中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）及びアルファ・ベータ線用サー
ベイメータ（ＳＡ）は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事
故等対処を考慮し，十分な容量及び台数を確保することで，共用によって
重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

【可搬型放射能観測設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

設計方針（悪影響防
止）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

194
可搬型放射能観測設備は，空間放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度
を測定し，及びその結果を記録できるように，測定値を指示する設計とす
る。

機能要求①
機能要求②

【可搬型放射能観測設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

基本方針

設計方針（代替放射能
観測設備の設備構成、
系統構成）

設計方針（指示、表
示、記録及び保存）

設計方針（計測範囲）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○
気象観測設備（風向風速計、日射計、放射収支
計、雨量計）

－ － － －
Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

○

放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

【機能要求②】
放射能観測車搭載機器

－ － －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
4.1 放射線管理施設の計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【4.1 放射線管理施設の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

○ 基本方針 － － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

○ 基本方針 － － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

○

気象観測設備（風向風速計、日射計、放射収支
計、雨量計）
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

－ － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

○

気象観測設備（風向風速計、日射計、放射収支
計、雨量計）
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

－ － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － － － － －

○ －

ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）

－ － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

2.2 重大事故等対処設備に関する計測

3.4.1 可搬型放射能観測設備

Ⅵ-2-4 配置図

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・代替放射能観測設備の重大事故等時における基
本方針を説明する。

【3.4.1 可搬型放射能観測設備】
・代替放射能観測設備の構成について説明する。

【Ⅵ-2-4 配置図】
・代替放射能観測設備の配置について説明する。

○ －

ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）

－ － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.4.1 可搬型放射能観測設備

【3.4.1 可搬型放射能観測設備】
・代替放射能観測設備の構成について説明する。

○ －

ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

○ －

ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

2.2 重大事故等対処設備に関する計測

3.4.1 可搬型放射能観測設備
(1) ガンマ線用サーベイメータ(NaI(Tl)シンチ
レーション)(SA)
(2) ガンマ線用サーベイメータ(電離箱)(SA)
(3) 中性子線用サーベイメータ(SA)
(4) アルファ・ベータ線用サーベイメータ(SA)
3.7.1 計測結果の指示又は表示
3.7.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の記
録及び保存

4.1 放射線管理施設の計測範囲

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・代替放射能観測設備の重大事故等時における測
定値の表示及び記録に係る基本方針を説明する。

【3.4.1 (1) ガンマ線用サーベイメータ(NaI(Tl)
シンチレーション)(SA)】
【3.4.1 (2) ガンマ線用サーベイメータ(電離
箱)(SA)】
【3.4.1 (3) 中性子線用サーベイメータ(SA)】
【3.4.1 (4) アルファ・ベータ線用サーベイメー
タ(SA)】
・重大事故等が発生した場合の可搬型放射能観測
設備による空間放射線量率及び空位中の放射性物
質の濃度の測定について説明する。
【3.7.1 計測結果の指示又は表示】
・重大事故等対処設備による計測結果の指示又は
表示に係る場所及び方法について説明する。
【3.7.3 重大事故等対処設備に関する計測結果の
記録及び保存】
・重大事故等対処設備による計測結果の記録及び
保存に係る場所及び方法について説明する。

【4.1 放射線管理施設の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

○ －

ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

－ －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

534



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類 構成 添付書類 説明内容
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

197

MOX燃料加工施設と共用する可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）は，
再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等対処を考慮し，十分
な台数を確保することで，共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼ
さない設計とする。

機能要求①
【可搬型放射能観測設備】
可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）

設計方針（悪影響防
止）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

－ － － － －

198

可搬型放射能観測設備は，共通要因によって放射能観測車と同時にその機
能が損なわれるおそれがないように，故障時のバックアップを含めて必要
な数量を放射能観測車が設置される環境管理建屋近傍から100ｍ以上の離
隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して保管することで位置的
分散を図る設計とする。

設置要求

【可搬型放射能観測設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）

設計方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1)多様性，位置的分散

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(1)多様性，位置的分散】
・重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等に
ついて説明する。

－ － － － －

199

MOX燃料加工施設と共用する可搬型放射能観測設備は，敷地内において，
空気中の放射性物質の濃度及び線量を測定するために必要なサンプリング
量及び計測範囲を有する設計とするとともに，ガンマ線用サーベイメータ
（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション）（ＳＡ），ガンマ線用サーベイメー
タ（電離箱）（ＳＡ），中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）及びアル
ファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）の保有数は，必要数及び予備と
して故障時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とし，可搬型
ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）の保有数は，必要数として１台，予備と
して故障時のバックアップを１台の合計２台以上を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【可搬型放射能観測設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（計測範囲）

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
4.1 放射線管理施設の計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【4.1 放射線管理施設の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

－ － － － －

200

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる可搬型放射能
観測設備は，「９．２　重大事故等対処設備」の「９．２．７　地震を要
因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

201
可搬型放射能観測設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第１保
管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

【可搬型放射能観測設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

202

可搬型放射能観測設備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，第１保管庫・
貯水所及び第２保管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を受けない場所に
保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

203
可搬型放射能観測設備は，通常時において，重大事故等に対処するために
必要な機能を確認するため，校正，機能の確認，性能の確認及び外観の確
認が可能な設計とする。

機能要求①

【可搬型放射能観測設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

204 また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。 機能要求①

【可搬型放射能観測設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

205 6.7　代替気象観測設備 － － － － － － － － － －

206
重大事故等時において，気象観測設備が機能喪失した場合に，その機能を
代替する代替気象観測設備を可搬型重大事故等対処設備として設ける設計
とする。

設置要求

【代替気象観測設備】
可搬型気象観測設備（風向風速計，日射計，放射
収支計，雨量計）
可搬型気象観測用データ伝送装置
可搬型風向風速計
監視測定用運搬車
可搬型データ表示装置
可搬型気象観測用発電機

基本方針

設計方針（代替気象観
測設備の設備構成、系
統構成）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

2.2 重大事故等対処設備に関する計測

3.5 代替気象観測設備
(1)可搬型気象観測設備

Ⅵ-2-4 配置図

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・代替気象観測設備の重大事故等時における基本
方針を説明する。

【3.5 代替気象観測設備】
・可搬型気象観測設備の構成について説明する。
【3.5(1)可搬型気象観測設備】
・可搬型気象観測設備による敷地内の気象条件の
測定について説明する。

【Ⅵ-2-4 配置図】
・可搬型気象観測用発電機の配置について説明す
る。

－ － － － －

207
代替気象観測設備は，可搬型気象観測設備，可搬型気象観測用データ伝送
装置，可搬型データ表示装置，可搬型気象観測用発電機，可搬型風向風速
計及び監視測定用運搬車で構成する。

設置要求

【代替気象観測設備】
可搬型気象観測設備（風向風速計，日射計，放射
収支計，雨量計）
可搬型気象観測用データ伝送装置
可搬型データ表示装置
監視測定用運搬車
可搬型風向風速計
可搬型気象観測用発電機

設計方針（代替気象観
測設備の設備構成、系
統構成）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.5 代替気象観測設備
(2)可搬型気象観測用発電機

Ⅵ-2-5 構造図

【3.5 代替気象観測設備(2)可搬型気象観測用発
電機】
・可搬型気象観測用発電機の給電対象について説
明する。

【Ⅵ-2-5 構造図】
・可搬型気象観測用発電機の構造について説明す
る。

－ － － － －

208
可搬型データ表示装置は代替排気モニタリング設備と兼用する設計とす
る。

機能要求①
【代替気象観測設備】
可搬型データ表示装置

設計方針（代替気象観
測設備の設備構成、系
統構成）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.5 代替気象観測設備

【3.5 代替気象観測設備】
・兼用設備について説明する。

－ － － － －

209 監視測定用運搬車は代替排気モニタリング設備と兼用する設計とする。 機能要求①
【代替気象観測設備】
監視測定用運搬車

設計方針（代替気象観
測設備の設備構成、系
統構成）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.5 代替気象観測設備

【3.5 代替気象観測設備】
・兼用設備について説明する。

－ － － － －

210
可搬型気象観測設備，可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬型気象観
測用発電機は，MOX燃料加工施設と共用する。

機能要求①

【代替気象観測設備】
可搬型気象観測設備（風向風速計，日射計，放射
収支計，雨量計）
可搬型気象観測用データ伝送装置
可搬型気象観測用発電機

設計方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

－ － － － －

535



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

197

MOX燃料加工施設と共用する可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）は，
再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等対処を考慮し，十分
な台数を確保することで，共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼ
さない設計とする。

機能要求①
【可搬型放射能観測設備】
可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）

設計方針（悪影響防
止）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

198

可搬型放射能観測設備は，共通要因によって放射能観測車と同時にその機
能が損なわれるおそれがないように，故障時のバックアップを含めて必要
な数量を放射能観測車が設置される環境管理建屋近傍から100ｍ以上の離
隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して保管することで位置的
分散を図る設計とする。

設置要求

【可搬型放射能観測設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）

設計方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

199

MOX燃料加工施設と共用する可搬型放射能観測設備は，敷地内において，
空気中の放射性物質の濃度及び線量を測定するために必要なサンプリング
量及び計測範囲を有する設計とするとともに，ガンマ線用サーベイメータ
（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション）（ＳＡ），ガンマ線用サーベイメー
タ（電離箱）（ＳＡ），中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）及びアル
ファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）の保有数は，必要数及び予備と
して故障時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とし，可搬型
ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）の保有数は，必要数として１台，予備と
して故障時のバックアップを１台の合計２台以上を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【可搬型放射能観測設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（計測範囲）

200

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる可搬型放射能
観測設備は，「９．２　重大事故等対処設備」の「９．２．７　地震を要
因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

201
可搬型放射能観測設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第１保
管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

【可搬型放射能観測設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

202

可搬型放射能観測設備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，第１保管庫・
貯水所及び第２保管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を受けない場所に
保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

203
可搬型放射能観測設備は，通常時において，重大事故等に対処するために
必要な機能を確認するため，校正，機能の確認，性能の確認及び外観の確
認が可能な設計とする。

機能要求①

【可搬型放射能観測設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）

設計方針（試験・検査
性）

204 また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。 機能要求①

【可搬型放射能観測設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）

設計方針（試験・検査
性）

205 6.7　代替気象観測設備 － － －

206
重大事故等時において，気象観測設備が機能喪失した場合に，その機能を
代替する代替気象観測設備を可搬型重大事故等対処設備として設ける設計
とする。

設置要求

【代替気象観測設備】
可搬型気象観測設備（風向風速計，日射計，放射
収支計，雨量計）
可搬型気象観測用データ伝送装置
可搬型風向風速計
監視測定用運搬車
可搬型データ表示装置
可搬型気象観測用発電機

基本方針

設計方針（代替気象観
測設備の設備構成、系
統構成）

207
代替気象観測設備は，可搬型気象観測設備，可搬型気象観測用データ伝送
装置，可搬型データ表示装置，可搬型気象観測用発電機，可搬型風向風速
計及び監視測定用運搬車で構成する。

設置要求

【代替気象観測設備】
可搬型気象観測設備（風向風速計，日射計，放射
収支計，雨量計）
可搬型気象観測用データ伝送装置
可搬型データ表示装置
監視測定用運搬車
可搬型風向風速計
可搬型気象観測用発電機

設計方針（代替気象観
測設備の設備構成、系
統構成）

208
可搬型データ表示装置は代替排気モニタリング設備と兼用する設計とす
る。

機能要求①
【代替気象観測設備】
可搬型データ表示装置

設計方針（代替気象観
測設備の設備構成、系
統構成）

209 監視測定用運搬車は代替排気モニタリング設備と兼用する設計とする。 機能要求①
【代替気象観測設備】
監視測定用運搬車

設計方針（代替気象観
測設備の設備構成、系
統構成）

210
可搬型気象観測設備，可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬型気象観
測用発電機は，MOX燃料加工施設と共用する。

機能要求①

【代替気象観測設備】
可搬型気象観測設備（風向風速計，日射計，放射
収支計，雨量計）
可搬型気象観測用データ伝送装置
可搬型気象観測用発電機

設計方針（悪影響防
止）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ） － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

○ －

ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1)多様性，位置的分散

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(1)多様性，位置的分散】
・重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等に
ついて説明する。

○ －

可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）

【機能要求②】
ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

－ －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
4.1 放射線管理施設の計測範囲

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【4.1 放射線管理施設の計測範囲】
・重大事故等対処設備の計測範囲について説明す
る。

○ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

○ －

ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

○ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

○ －

ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

○ －

ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － － － － －

○ －

可搬型気象観測設備（風向風速計、日射計、放射
収支計、雨量計）
可搬型気象観測用データ伝送装置
可搬型データ表示装置
監視測定用運搬車
可搬型風向風速計
可搬型気象観測用発電機

－ － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

2.2 重大事故等対処設備に関する計測

3.5 代替気象観測設備
(1)可搬型気象観測設備

Ⅵ-2-4 配置図

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・代替気象観測設備の重大事故等時における基本
方針を説明する。

【3.5 代替気象観測設備】
・可搬型気象観測設備の構成について説明する。
【3.5(1)可搬型気象観測設備】
・可搬型気象観測設備による敷地内の気象条件の
測定について説明する。

【Ⅵ-2-4 配置図】
・可搬型気象観測用発電機の配置について説明す
る。

○ －

可搬型気象観測設備（風向風速計、日射計、放射
収支計、雨量計）
可搬型気象観測用データ伝送装置
可搬型データ表示装置
監視測定用運搬車
可搬型風向風速計
可搬型気象観測用発電機

－ － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.5 代替気象観測設備
(2)可搬型気象観測用発電機

Ⅵ-2-5 構造図

【3.5 代替気象観測設備(2)可搬型気象観測用発
電機】
・可搬型気象観測用発電機の給電対象について説
明する。

【Ⅵ-2-5 構造図】
・可搬型気象観測用発電機の構造について説明す
る。

○ － 可搬型データ表示装置 － － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.5 代替気象観測設備

【3.5 代替気象観測設備】
・兼用設備について説明する。

○ － 監視測定用運搬車 － － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.5 代替気象観測設備

【3.5 代替気象観測設備】
・兼用設備について説明する。

○ －

可搬型気象観測設備（風向風速計、日射計、放射
収支計、雨量計）
可搬型気象観測用データ伝送装置
可搬型気象観測用発電機

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

536



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類 構成 添付書類 説明内容
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

211

MOX燃料加工施設と共用する可搬型気象観測設備及び可搬型気象観測用
データ伝送装置は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等
対処を考慮し，十分な台数を確保することで，共用によって重大事故等時
の対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

【代替気象観測設備】
可搬型気象観測設備（風向風速計，日射計，放射
収支計，雨量計）
可搬型気象観測用データ伝送装置

設計方針（悪影響防
止）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

－ － － － －

212

MOX燃料加工施設と共用する可搬型気象観測用発電機は，再処理施設及び
MOX燃料加工施設における重大事故等対処を考慮し，十分な容量及び台数
を確保することで，共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない
設計とする。

機能要求①
【代替気象観測設備】
可搬型気象観測用発電機

設計方針（悪影響防
止）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

－ － － － －

213

可搬型気象観測設備，可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬型気象観
測用発電機は，共通要因によって気象観測設備と同時にその機能が損なわ
れるおそれがないように，故障時のバックアップを含めて必要な数量を，
気象観測設備が設置される再処理施設の敷地内の露場から100ｍ以上の離
隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して保管することで位置的
分散を図る設計とする。

設置要求

【代替気象観測設備】
可搬型気象観測設備（風向風速計，日射計，放射
収支計，雨量計）
可搬型気象観測用データ伝送装置
可搬型気象観測用発電機

設計方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1)多様性，位置的分散

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(1)多様性，位置的分散】
・重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等に
ついて説明する。

－ － － － －

214

可搬型風向風速計は，共通要因によって気象観測設備と同時にその機能が
損なわれるおそれがないように，故障時のバックアップを含めて必要な数
量を，気象観測設備が設置される再処理施設の敷地内の露場から100ｍ以
上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して保管するととも
に，主排気筒管理建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求
【代替気象観測設備】
可搬型風向風速計

設計方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1)多様性，位置的分散

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(1)多様性，位置的分散】
・重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等に
ついて説明する。

－ － － － －

215

MOX燃料加工施設と共用する可搬型気象観測設備は，敷地内において風
向，風速その他の気象条件を観測できる設計とするとともに，保有数は，
必要数として１台，予備として故障時及び点検保守による待機除外時の
バックアップを２台の合計３台以上を確保する設計とする。

設置要求
【代替気象観測設備】
可搬型気象観測設備（風向風速計，日射計，放射
収支計，雨量計）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

－ － － － －

216

MOX燃料加工施設と共用する可搬型気象観測用データ伝送装置は，可搬型
気象観測設備の観測値を衛星通信により中央制御室及び緊急時対策所に伝
送できる設計とするとともに，保有数は，必要数として１台，予備として
故障時のバックアップを１台の合計２台以上を確保する設計とする。

設置要求
機能要求①

【代替気象観測設備】
可搬型気象観測用データ伝送装置

基本方針

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（代替気象観
測設備の設備構成、系
統構成）

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
2.基本方針
2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
3.5 代替気象観測設備
(1)可搬型気象観測設備

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【Ⅵ-1-1-8 通信連絡設備に関する説明書】
【緊急時対策所へデータ伝送するための設備の構
成について】
・緊急時対策所へデータ伝送するための設備の構
成について説明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・代替気象観測設備の重大事故等時における測定
値の表示及び記録に係る基本方針を説明する。
【3.5(1)可搬型気象観測設備】
・可搬型気象観測設備の観測値のデータ伝送につ
いて説明する。

－ － － － －

217

MOX燃料加工施設と共用する可搬型気象観測用発電機は，可搬型気象観測
設備及び可搬型気象観測用データ伝送装置に給電できる容量を有する設計
とするとともに，保有数は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守
による待機除外時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とす
る。

設置要求
機能要求②

【代替気象観測設備】
可搬型気象観測用発電機

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（代替気象観
測設備の設備構成、系
統構成）

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.5 代替気象観測設備
(2)可搬型気象観測用発電機

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【3.5(2)可搬型気象観測用発電機】
・可搬型気象観測用発電機の容量について説明す
る。

－ － － － －

218

可搬型風向風速計は，敷地内において風向及び風速を観測できる設計とす
るとともに，保有数は，必要数として１台，予備として故障時及び点検保
守による待機除外時のバックアップを２台の合計３台以上を確保する設計
とする。

設置要求
【代替気象観測設備】
可搬型風向風速計

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

－ － － － －

219

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替気象観測
設備は，「９．２　重大事故等対処設備」の「９．２．７　地震を要因と
する重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

220
代替気象観測設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる主排気筒管
理建屋，第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台
風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

【代替気象観測設備】
可搬型気象観測設備（風向風速計，日射計，放射
収支計，雨量計）
可搬型気象観測用データ伝送装置
可搬型風向風速計
可搬型気象観測用発電機

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

221

代替気象観測設備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，主排気筒管理建
屋，第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響
を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

222
可搬型気象観測設備及び可搬型風向風速計は，通常時において，重大事故
等に対処するために必要な機能を確認するため，校正，機能の確認，性能
の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

機能要求①

【代替気象観測設備】
可搬型気象観測設備（風向風速計，日射計，放射
収支計，雨量計）
可搬型風向風速計

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

223 また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。 機能要求①

【代替気象観測設備】
可搬型気象観測設備（風向風速計，日射計，放射
収支計，雨量計）
可搬型風向風速計

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

224
可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬型気象観測用発電機は，通常時
において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，機能
の確認，性能の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

機能要求①
【代替気象観測設備】
可搬型気象観測用データ伝送装置
可搬型気象観測用発電機

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

225 また，当該機能を健全に維持するため，取替え等が可能な設計とする。 機能要求①
【代替気象観測設備】
可搬型気象観測用データ伝送装置
可搬型気象観測用発電機

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

537



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

211

MOX燃料加工施設と共用する可搬型気象観測設備及び可搬型気象観測用
データ伝送装置は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等
対処を考慮し，十分な台数を確保することで，共用によって重大事故等時
の対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

【代替気象観測設備】
可搬型気象観測設備（風向風速計，日射計，放射
収支計，雨量計）
可搬型気象観測用データ伝送装置

設計方針（悪影響防
止）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

212

MOX燃料加工施設と共用する可搬型気象観測用発電機は，再処理施設及び
MOX燃料加工施設における重大事故等対処を考慮し，十分な容量及び台数
を確保することで，共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない
設計とする。

機能要求①
【代替気象観測設備】
可搬型気象観測用発電機

設計方針（悪影響防
止）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

213

可搬型気象観測設備，可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬型気象観
測用発電機は，共通要因によって気象観測設備と同時にその機能が損なわ
れるおそれがないように，故障時のバックアップを含めて必要な数量を，
気象観測設備が設置される再処理施設の敷地内の露場から100ｍ以上の離
隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して保管することで位置的
分散を図る設計とする。

設置要求

【代替気象観測設備】
可搬型気象観測設備（風向風速計，日射計，放射
収支計，雨量計）
可搬型気象観測用データ伝送装置
可搬型気象観測用発電機

設計方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

214

可搬型風向風速計は，共通要因によって気象観測設備と同時にその機能が
損なわれるおそれがないように，故障時のバックアップを含めて必要な数
量を，気象観測設備が設置される再処理施設の敷地内の露場から100ｍ以
上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して保管するととも
に，主排気筒管理建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求
【代替気象観測設備】
可搬型風向風速計

設計方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

215

MOX燃料加工施設と共用する可搬型気象観測設備は，敷地内において風
向，風速その他の気象条件を観測できる設計とするとともに，保有数は，
必要数として１台，予備として故障時及び点検保守による待機除外時の
バックアップを２台の合計３台以上を確保する設計とする。

設置要求
【代替気象観測設備】
可搬型気象観測設備（風向風速計，日射計，放射
収支計，雨量計）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

216

MOX燃料加工施設と共用する可搬型気象観測用データ伝送装置は，可搬型
気象観測設備の観測値を衛星通信により中央制御室及び緊急時対策所に伝
送できる設計とするとともに，保有数は，必要数として１台，予備として
故障時のバックアップを１台の合計２台以上を確保する設計とする。

設置要求
機能要求①

【代替気象観測設備】
可搬型気象観測用データ伝送装置

基本方針

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（代替気象観
測設備の設備構成、系
統構成）

217

MOX燃料加工施設と共用する可搬型気象観測用発電機は，可搬型気象観測
設備及び可搬型気象観測用データ伝送装置に給電できる容量を有する設計
とするとともに，保有数は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守
による待機除外時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とす
る。

設置要求
機能要求②

【代替気象観測設備】
可搬型気象観測用発電機

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（代替気象観
測設備の設備構成、系
統構成）

218

可搬型風向風速計は，敷地内において風向及び風速を観測できる設計とす
るとともに，保有数は，必要数として１台，予備として故障時及び点検保
守による待機除外時のバックアップを２台の合計３台以上を確保する設計
とする。

設置要求
【代替気象観測設備】
可搬型風向風速計

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

219

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替気象観測
設備は，「９．２　重大事故等対処設備」の「９．２．７　地震を要因と
する重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

220
代替気象観測設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる主排気筒管
理建屋，第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台
風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

【代替気象観測設備】
可搬型気象観測設備（風向風速計，日射計，放射
収支計，雨量計）
可搬型気象観測用データ伝送装置
可搬型風向風速計
可搬型気象観測用発電機

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

221

代替気象観測設備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，主排気筒管理建
屋，第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響
を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

222
可搬型気象観測設備及び可搬型風向風速計は，通常時において，重大事故
等に対処するために必要な機能を確認するため，校正，機能の確認，性能
の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

機能要求①

【代替気象観測設備】
可搬型気象観測設備（風向風速計，日射計，放射
収支計，雨量計）
可搬型風向風速計

設計方針（試験・検査
性）

223 また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。 機能要求①

【代替気象観測設備】
可搬型気象観測設備（風向風速計，日射計，放射
収支計，雨量計）
可搬型風向風速計

設計方針（試験・検査
性）

224
可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬型気象観測用発電機は，通常時
において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，機能
の確認，性能の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

機能要求①
【代替気象観測設備】
可搬型気象観測用データ伝送装置
可搬型気象観測用発電機

設計方針（試験・検査
性）

225 また，当該機能を健全に維持するため，取替え等が可能な設計とする。 機能要求①
【代替気象観測設備】
可搬型気象観測用データ伝送装置
可搬型気象観測用発電機

設計方針（試験・検査
性）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ －
可搬型気象観測設備（風向風速計、日射計、放射
収支計、雨量計）
可搬型気象観測用データ伝送装置

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

○ － 可搬型気象観測用発電機 － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

○ －

可搬型気象観測設備（風向風速計、日射計、放射
収支計、雨量計）
可搬型気象観測用データ伝送装置
可搬型気象観測用発電機

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1)多様性，位置的分散

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(1)多様性，位置的分散】
・重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等に
ついて説明する。

○ － 可搬型風向風速計 － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1)多様性，位置的分散

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(1)多様性，位置的分散】
・重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等に
ついて説明する。

○ －
可搬型気象観測設備（風向風速計、日射計、放射
収支計、雨量計）

－ － －
Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

○ － 可搬型気象観測用データ伝送装置 － － －

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
2.基本方針
2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
3.5 代替気象観測設備
(1)可搬型気象観測設備

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【Ⅵ-1-1-8 通信連絡設備に関する説明書】
【緊急時対策所へデータ伝送するための設備の構
成について】
・緊急時対策所へデータ伝送するための設備の構
成について説明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・代替気象観測設備の重大事故等時における測定
値の表示及び記録に係る基本方針を説明する。
【3.5(1)可搬型気象観測設備】
・可搬型気象観測設備の観測値のデータ伝送につ
いて説明する。

○ － 可搬型気象観測用発電機 － －
＜発電機＞
容量

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.5 代替気象観測設備
(2)可搬型気象観測用発電機

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【3.5(2)可搬型気象観測用発電機】
・可搬型気象観測用発電機の容量について説明す
る。

○ － 可搬型風向風速計 － － －
Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

○ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

○ －

可搬型気象観測設備（風向風速計、日射計、放射
収支計、雨量計）
可搬型気象観測用データ伝送装置
可搬型風向風速計
可搬型気象観測用発電機

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

○ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

○ －
可搬型気象観測設備（風向風速計、日射計、放射
収支計、雨量計）
可搬型風向風速計

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

○ －
可搬型気象観測設備（風向風速計、日射計、放射
収支計、雨量計）
可搬型風向風速計

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

○ －
可搬型気象観測用データ伝送装置
可搬型気象観測用発電機

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

○ －
可搬型気象観測用データ伝送装置
可搬型気象観測用発電機

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類 構成 添付書類 説明内容
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

226 6.8　環境モニタリング用代替電源設備 － － － － － － － － － －

227
重大事故等時において，非常用所内電源系統から環境モニタリング設備へ
の給電が喪失した場合に，代替電源から給電するため，環境モニタリング
用代替電源設備を可搬型重大事故等対処設備として設ける設計とする。

設置要求
【環境モニタリング用代替電源設備】
環境モニタリング用可搬型発電機
監視測定用運搬車

基本方針

設計方針（環境モニタ
リング用代替電源設備
設備構成、系統構成）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

2.2 重大事故等対処設備に関する計測

3.6 環境モニタリング用代替電源設備
(1)環境モニタリング用可搬型発電機

Ⅵ-2-4 配置図

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・環境モニタリング用代替電源設備の重大事故等
時における基本方針を説明する。

【3.6 環境モニタリング用代替電源設備】
・環境モニタリング用代替電源設備の構成につい
て説明する。
【3.6(1)環境モニタリング用可搬型発電機】
・可搬型気象観測用発電機の給電対象について説
明する。
・可搬型気象観測用発電機の燃料補給について説
明する。
【Ⅵ-2-4 配置図】
・環境モニタリング用可搬型発電機の配置につい
て説明する。

－ － － － －

228
環境モニタリング用代替電源設備は，環境モニタリング用可搬型発電機及
び監視測定用運搬車で構成する。

設置要求
【環境モニタリング用代替電源設備】
環境モニタリング用可搬型発電機
監視測定用運搬車

設計方針（環境モニタ
リング用代替電源設備
設備構成、系統構成）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.6 環境モニタリング用代替電源設備
(1)環境モニタリング用可搬型発電機

Ⅵ-2-5 構造図

【3.6 環境モニタリング用代替電源設備】
・環境モニタリング用代替電源設備の構成につい
て説明する。
【3.6 環境モニタリング用代替電源設備(1)環境
モニタリング用可搬型発電機】
・可搬型気象観測用発電機の給電対象について説
明する。
・可搬型気象観測用発電機の燃料補給について説
明する。

【Ⅵ-2-5 構造図】
・環境モニタリング用可搬型発電機の構造につい
て説明する。

－ － － － －

229 監視測定用運搬車は代替排気モニタリング設備と兼用する設計とする。 機能要求①
【環境モニタリング用代替電源設備】
監視測定用運搬車

設計方針（環境モニタ
リング用代替電源設備
設備構成、系統構成）

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.6 環境モニタリング用代替電源設備

【3.6 環境モニタリング用代替電源設備】
・兼用設備について説明する。

－ － － － －

230 環境モニタリング用可搬型発電機は，MOX燃料加工施設と共用する。 機能要求①
【環境モニタリング用代替電源設備】
環境モニタリング用可搬型発電機

設計方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

－ － － － －

231

MOX燃料加工施設と共用する環境モニタリング用可搬型発電機は，再処理
施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等対処を考慮し，十分な容量
及び台数を確保することで，共用によって重大事故等時の対処に影響を及
ぼさない設計とする。

機能要求①
【環境モニタリング用代替電源設備】
環境モニタリング用可搬型発電機

設計方針（悪影響防
止）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

－ － － － －

232

環境モニタリング用可搬型発電機は，共通要因によって環境モニタリング
設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時のバック
アップを含めて必要な数量を環境モニタリング設備が設置される周辺監視
区域境界付近から100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリア
に分散して保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求
【環境モニタリング用代替電源設備】
環境モニタリング用可搬型発電機

設計方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1)多様性，位置的分散

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(1)多様性，位置的分散】
・重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等に
ついて説明する。

－ － － － －

233

MOX燃料加工施設と共用する環境モニタリング用可搬型発電機は，環境モ
ニタリング設備に給電できる容量を有する設計とするとともに，保有数
は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバッ
クアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【環境モニタリング用代替電源設備】
環境モニタリング用可搬型発電機

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（環境モニタ
リング用代替電源設備
設備構成、系統構成）

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.6 環境モニタリング用可搬型発電機
(1)環境モニタリング用可搬型発電機

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【3.6(1)環境モニタリング用可搬型発電機】
・環境モニタリング用可搬型発電機の構成及び容
量について説明する。

－ － － － －

234

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる環境モニタリ
ング用可搬型発電機は，「９．２　重大事故等対処設備」の「９．２．７
地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とす
ることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

235
環境モニタリング用可搬型発電機は，外部からの衝撃による損傷を防止で
きる第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等
により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
【環境モニタリング用代替電源設備】
環境モニタリング用可搬型発電機

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

236

環境モニタリング用可搬型発電機は，内部発生飛散物の影響を考慮し，第
１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を受け
ない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

237
環境モニタリング用可搬型発電機は，環境モニタリング設備と容易かつ確
実に接続できるよう，ケーブルはボルト・ネジ接続又はより簡便な接続方
式を用いる設計とする。

機能要求①
【環境モニタリング用代替電源設備】
環境モニタリング用可搬型発電機

設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (1)操作性の確保

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(1)操作性の確保】
・重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

－ － － － －

539



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

226 6.8　環境モニタリング用代替電源設備 － － －

227
重大事故等時において，非常用所内電源系統から環境モニタリング設備へ
の給電が喪失した場合に，代替電源から給電するため，環境モニタリング
用代替電源設備を可搬型重大事故等対処設備として設ける設計とする。

設置要求
【環境モニタリング用代替電源設備】
環境モニタリング用可搬型発電機
監視測定用運搬車

基本方針

設計方針（環境モニタ
リング用代替電源設備
設備構成、系統構成）

228
環境モニタリング用代替電源設備は，環境モニタリング用可搬型発電機及
び監視測定用運搬車で構成する。

設置要求
【環境モニタリング用代替電源設備】
環境モニタリング用可搬型発電機
監視測定用運搬車

設計方針（環境モニタ
リング用代替電源設備
設備構成、系統構成）

229 監視測定用運搬車は代替排気モニタリング設備と兼用する設計とする。 機能要求①
【環境モニタリング用代替電源設備】
監視測定用運搬車

設計方針（環境モニタ
リング用代替電源設備
設備構成、系統構成）

230 環境モニタリング用可搬型発電機は，MOX燃料加工施設と共用する。 機能要求①
【環境モニタリング用代替電源設備】
環境モニタリング用可搬型発電機

設計方針（悪影響防
止）

231

MOX燃料加工施設と共用する環境モニタリング用可搬型発電機は，再処理
施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等対処を考慮し，十分な容量
及び台数を確保することで，共用によって重大事故等時の対処に影響を及
ぼさない設計とする。

機能要求①
【環境モニタリング用代替電源設備】
環境モニタリング用可搬型発電機

設計方針（悪影響防
止）

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

232

環境モニタリング用可搬型発電機は，共通要因によって環境モニタリング
設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時のバック
アップを含めて必要な数量を環境モニタリング設備が設置される周辺監視
区域境界付近から100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリア
に分散して保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求
【環境モニタリング用代替電源設備】
環境モニタリング用可搬型発電機

設計方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

233

MOX燃料加工施設と共用する環境モニタリング用可搬型発電機は，環境モ
ニタリング設備に給電できる容量を有する設計とするとともに，保有数
は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバッ
クアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【環境モニタリング用代替電源設備】
環境モニタリング用可搬型発電機

設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

設計方針（環境モニタ
リング用代替電源設備
設備構成、系統構成）

234

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる環境モニタリ
ング用可搬型発電機は，「９．２　重大事故等対処設備」の「９．２．７
地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とす
ることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

235
環境モニタリング用可搬型発電機は，外部からの衝撃による損傷を防止で
きる第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等
により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
【環境モニタリング用代替電源設備】
環境モニタリング用可搬型発電機

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

236

環境モニタリング用可搬型発電機は，内部発生飛散物の影響を考慮し，第
１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を受け
ない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

237
環境モニタリング用可搬型発電機は，環境モニタリング設備と容易かつ確
実に接続できるよう，ケーブルはボルト・ネジ接続又はより簡便な接続方
式を用いる設計とする。

機能要求①
【環境モニタリング用代替電源設備】
環境モニタリング用可搬型発電機

設計方針（操作性の確
保）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

－ － － － － － － －

○ －
環境モニタリング用可搬型発電機
監視測定用運搬車

－ － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

2.2 重大事故等対処設備に関する計測

3.6 環境モニタリング用代替電源設備
(1)環境モニタリング用可搬型発電機

Ⅵ-2-4 配置図

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
・環境モニタリング用代替電源設備の重大事故等
時における基本方針を説明する。

【3.6 環境モニタリング用代替電源設備】
・環境モニタリング用代替電源設備の構成につい
て説明する。
【3.6(1)環境モニタリング用可搬型発電機】
・可搬型気象観測用発電機の給電対象について説
明する。
・可搬型気象観測用発電機の燃料補給について説
明する。
【Ⅵ-2-4 配置図】
・環境モニタリング用可搬型発電機の配置につい
て説明する。

○ － 環境モニタリング用可搬型発電機
監視測定用運搬車

－ － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.6 環境モニタリング用代替電源設備
(1)環境モニタリング用可搬型発電機

Ⅵ-2-5 構造図

【3.6 環境モニタリング用代替電源設備】
・環境モニタリング用代替電源設備の構成につい
て説明する。
【3.6 環境モニタリング用代替電源設備(1)環境
モニタリング用可搬型発電機】
・可搬型気象観測用発電機の給電対象について説
明する。
・可搬型気象観測用発電機の燃料補給について説
明する。

【Ⅵ-2-5 構造図】
・環境モニタリング用可搬型発電機の構造につい
て説明する。

○ － 監視測定用運搬車 － － －

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.6 環境モニタリング用代替電源設備

【3.6 環境モニタリング用代替電源設備】
・兼用設備について説明する。

○ － 環境モニタリング用可搬型発電機 － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

○ － 環境モニタリング用可搬型発電機 － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2)悪影響防止

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(2)悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

○ － 環境モニタリング用可搬型発電機 － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1)多様性，位置的分散

【2. 重大事故等対処設備】
【2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【(1)多様性，位置的分散】
・重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等に
ついて説明する。

○ － 環境モニタリング用可搬型発電機 － －
＜発電機＞
容量

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.6 環境モニタリング用可搬型発電機
(1)環境モニタリング用可搬型発電機

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-7 放射線管理施設
【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
【3.6(1)環境モニタリング用可搬型発電機】
・環境モニタリング用可搬型発電機の構成及び容
量について説明する。

○ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

○ － 環境モニタリング用可搬型発電機 － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

○ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.4 環境条件等

【2. 重大事故等対処設備】
【2.4 環境条件等】
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

○ － 環境モニタリング用可搬型発電機 － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (1)操作性の確保

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(1)操作性の確保】
・重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

540



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類 構成 添付書類 説明内容
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

238
環境モニタリング用可搬型発電機は，通常時において，重大事故等に対処
するために必要な機能を確認するため，機能の確認，性能の確認及び外観
の確認が可能な設計とする。

機能要求①
【環境モニタリング用代替電源設備】
環境モニタリング用可搬型発電機

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

239 また，当該機能を健全に維持するため，取替え等が可能な設計とする。 機能要求①
【環境モニタリング用代替電源設備】
環境モニタリング用可搬型発電機

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

240 6.9　個人管理用設備 － － － － － － － － － －

241
放射線業務従事者等の線量評価のための個人管理用設備として，個人線量
計を配備し，及びホールボディカウンタを設置する設計とする。

設置要求
【個人管理用設備】
個人線量計
ホールボディカウンタ

設計方針（個人管理用
設備の設備構成、系統
構成）

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

・個人管理設備の構成について説明する。 － － － － －

242
個人線量計及びホールボディカウンタは，MOX燃料加工施設及び廃棄物管
理施設と共用する。

機能要求①
【個人管理用設備】
個人線量計
ホールボディカウンタ

設計方針（共用）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・個人線量計及びホールボディカウンタは，ＭＯ
Ｘ燃料加工施設及び廃棄物管理施設と共用する
が，仕様及び運用を各施設で統一し，必要な個数
を確保する設計とすることで，共用によって再処
理施設の安全性を損なわない設計とする。

－ － － － －

243

個人線量計及びホールボディカウンタは，MOX燃料加工施設及び廃棄物管
理施設と共用するが，仕様及び運用を各施設で統一し，必要な個数を確保
する設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設
計とする。

機能要求①
【個人管理用設備】
個人線量計
ホールボディカウンタ

設計方針（共用）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・個人線量計及びホールボディカウンタは，ＭＯ
Ｘ燃料加工施設及び廃棄物管理施設と共用する
が，仕様及び運用を各施設で統一し，必要な個数
を確保する設計とすることで，共用によって再処
理施設の安全性を損なわない設計とする。

－ － － － －

244 6.10　出入管理関係設備 － － － － － － － － － －

245
放射線業務従事者等の管理区域の出入管理並びに汚染管理及び除染のため
の出入管理関係設備として，出入管理設備及び汚染管理設備を設置する設
計とする。

設置要求

【出入管理設備】
入退域管理装置
アルファ・ベータ線用サーベイメータ

【汚染管理設備】
更衣室
シャワ室
手洗い場
退出モニタ
アルファ・ベータ線用サーベイメータ
洗濯設備

設計方針（出入管理関
係設備の設備構成、系
統構成）

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

・出入管理関係設備の構成について説明する。 － － － － －

246
再処理施設の管理区域への出入りは，原則として出入管理設備を設けた出
入管理室を通る設計とする。

設置要求
【出入管理設備】
入退域管理装置

設計方針（出入管理設
備の設備構成、系統構
成）

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

・出入管理設備の構成について説明する。 － － － － －

247 出入管理設備の一部は，廃棄物管理施設と共用する。 機能要求①
【出入管理設備】
入退域管理装置

設計方針（共用）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・出入管理設備の一部は廃棄物管理施設と共用す
るが，仕様及び出入管理に係る運用を各施設で同
一とする設計とすることで，共用によって再処理
施設の安全性を損なわない設計とする。

－ － － － －

248
出入管理設備の一部は廃棄物管理施設と共用するが，仕様及び出入管理に
係る運用を各施設で同一とする設計とすることで，共用によって再処理施
設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
【出入管理設備】
入退域管理装置

設計方針（共用）

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・出入管理設備の一部は廃棄物管理施設と共用す
るが，仕様及び出入管理に係る運用を各施設で同
一とする設計とすることで，共用によって再処理
施設の安全性を損なわない設計とする。

－ － － － －

541



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

238
環境モニタリング用可搬型発電機は，通常時において，重大事故等に対処
するために必要な機能を確認するため，機能の確認，性能の確認及び外観
の確認が可能な設計とする。

機能要求①
【環境モニタリング用代替電源設備】
環境モニタリング用可搬型発電機

設計方針（試験・検査
性）

239 また，当該機能を健全に維持するため，取替え等が可能な設計とする。 機能要求①
【環境モニタリング用代替電源設備】
環境モニタリング用可搬型発電機

設計方針（試験・検査
性）

240 6.9　個人管理用設備 － － －

241
放射線業務従事者等の線量評価のための個人管理用設備として，個人線量
計を配備し，及びホールボディカウンタを設置する設計とする。

設置要求
【個人管理用設備】
個人線量計
ホールボディカウンタ

設計方針（個人管理用
設備の設備構成、系統
構成）

242
個人線量計及びホールボディカウンタは，MOX燃料加工施設及び廃棄物管
理施設と共用する。

機能要求①
【個人管理用設備】
個人線量計
ホールボディカウンタ

設計方針（共用）

243

個人線量計及びホールボディカウンタは，MOX燃料加工施設及び廃棄物管
理施設と共用するが，仕様及び運用を各施設で統一し，必要な個数を確保
する設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設
計とする。

機能要求①
【個人管理用設備】
個人線量計
ホールボディカウンタ

設計方針（共用）

244 6.10　出入管理関係設備 － － －

245
放射線業務従事者等の管理区域の出入管理並びに汚染管理及び除染のため
の出入管理関係設備として，出入管理設備及び汚染管理設備を設置する設
計とする。

設置要求

【出入管理設備】
入退域管理装置
アルファ・ベータ線用サーベイメータ

【汚染管理設備】
更衣室
シャワ室
手洗い場
退出モニタ
アルファ・ベータ線用サーベイメータ
洗濯設備

設計方針（出入管理関
係設備の設備構成、系
統構成）

246
再処理施設の管理区域への出入りは，原則として出入管理設備を設けた出
入管理室を通る設計とする。

設置要求
【出入管理設備】
入退域管理装置

設計方針（出入管理設
備の設備構成、系統構
成）

247 出入管理設備の一部は，廃棄物管理施設と共用する。 機能要求①
【出入管理設備】
入退域管理装置

設計方針（共用）

248
出入管理設備の一部は廃棄物管理施設と共用するが，仕様及び出入管理に
係る運用を各施設で同一とする設計とすることで，共用によって再処理施
設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
【出入管理設備】
入退域管理装置

設計方針（共用）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 環境モニタリング用可搬型発電機 － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

○ － 環境モニタリング用可搬型発電機 － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

2. 重大事故等対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
 (2)試験・検査性

【2. 重大事故等対処設備】
【2.5 操作性及び試験・検査性】
【(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － － － － －

△ 基本方針 基本方針 － － －

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

・個人管理設備の構成について説明する。

○
個人線量計
ホールボディカウンタ

個人線量計
ホールボディカウンタ

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・個人線量計及びホールボディカウンタは，ＭＯ
Ｘ燃料加工施設及び廃棄物管理施設と共用する
が，仕様及び運用を各施設で統一し，必要な個数
を確保する設計とすることで，共用によって再処
理施設の安全性を損なわない設計とする。

○
個人線量計
ホールボディカウンタ

個人線量計
ホールボディカウンタ

－ － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・個人線量計及びホールボディカウンタは，ＭＯ
Ｘ燃料加工施設及び廃棄物管理施設と共用する
が，仕様及び運用を各施設で統一し，必要な個数
を確保する設計とすることで，共用によって再処
理施設の安全性を損なわない設計とする。

－ － － － － － － －

△ 基本方針 基本方針 － － －

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

・出入管理関係設備の構成について説明する。

△ 基本方針 基本方針 － － －

Ⅵ-1-7-2 管理区域の出入管理関係設備並びに試
料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関す
る説明書

既設工認添付書類
「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」及び同説明書添付「放射線管理に
係る考え方」の記載より変更なし

・出入管理設備の構成について説明する。

△ 入退域管理装置 － － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・出入管理設備の一部は廃棄物管理施設と共用す
るが，仕様及び出入管理に係る運用を各施設で同
一とする設計とすることで，共用によって再処理
施設の安全性を損なわない設計とする。

○ 入退域管理装置 － － － －

Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

1.8 系統施設毎の設計上の考慮
1.8.6 放射線管理施設

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮】
【1.8.6 放射線管理施設】
〇悪影響防止
〇共用
・出入管理設備の一部は廃棄物管理施設と共用す
るが，仕様及び出入管理に係る運用を各施設で同
一とする設計とすることで，共用によって再処理
施設の安全性を損なわない設計とする。

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

542



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第22条：安全保護回路 

543



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十二条 安全保護回路）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第2章　個別項目
4.　計測制御系統施設
4.2　安全保護回路

再処理施設には計測制御系統施設として，安全保護回路を設ける設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

2

安全保護回路は，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生した場
合において，これらの異常な状態を検知し，これらの核的，熱的及び化学
的制限値を超えないようにするための設備並びに火災，爆発その他の再処
理施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたときに，これらを抑制し，
又は防止するための設備の作動を速やかに，かつ，自動で開始させる設計
とする。

機能要求②
設置要求

安全保護回路
（許可文中、第6.1.3-１表、第6.1.3-1～15図）

基本方針 ― ― ― ― ―

3
安全保護回路を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは，単一故障が
起きた場合において，安全保護機能を失わないよう，多重性又は多様性を
確保する設計とする。

設置要求
安全保護回路
（許可文中、第6.1.3-１表、第6.1.3-1～15図）

設計方針 ― ― ― ― ―

4

安全保護回路は，駆動源の喪失，系統の遮断その他の不利な状況が発生し
た場合においても，フェイルセイフとすることで再処理施設をより安全な
状態に移行することにより，再処理施設の安全上支障がない状態を維持で
きる設計とする。

設置要求
安全保護回路
（許可文中、第6.1.3-１表、第6.1.3-1～15図）

設計方針 ― ― ― ― ―

5

安全保護回路は，アナログ回路で構成する設計とし，外部ネットワークと
物理的分離及び機能的分離，外部ネットワークからの遠隔操作防止並びに
物理的及び電気的アクセスの制限を設け，システムの据付，更新，試験，
保守等で，承認されていない者の操作を防止する措置を講じることで，不
正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず，
又は使用目的に反する動作をさせる行為による被害を防止できる設計とす
る。

設置要求
安全保護回路
（許可文中、第6.1.3-１表、第6.1.3-1～15図）

設計方針 ― ― ― ― ―

6
安全保護回路が収納された盤の施錠によりハードウェアを直接接続させな
い措置を実施することを保安規定に定めて，管理することで，不正アクセ
スを防止する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針 ― ― ― ― ―

7
計測制御系統施設の計測制御設備を安全保護回路と共用する場合には，単
一故障が生じた場合においても，その安全保護機能を失わないよう，計測
制御設備から機能的に分離した設計とする。

設置要求
安全保護回路
（許可文中、第6.1.3-１表、第6.1.3-1～15図）

設計方針 ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

基本設計方針は既設工認（ホ．計測制御系統施設
の計測制御設備，安全保護系）より変更無し

【設置について】
安全保護回路の設置について。

【運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発
生した場合に関する設計の基本方針】
核的，熱的及び化学的制限値を超えないようにす
るための設備並びに火災，爆発その他の再処理施
設の安全性を著しく損なうおそれが生じたとき
に，これらを抑制し，又は防止するための設備の
作動を速やかに，かつ，自動で開始させることに
関する設計について説明する。

【単一故障が起きた場合に関する設計の基本方針
について】
単一故障が起きた場合において，安全保護機能を
失わないよう，多重性又は多様性を確保すること
に関する設計について説明する。

【駆動源の喪失，系統の遮断その他の不利な状況
が発生した場合に関する設計の基本方針】
再処理施設の安全上支障がない状態を維持するた
め，再処理施設をより安全な状態に移行すること
に関する設計について説明する。

【不正アクセスに関する設計の基本方針につい
て】
安全保護回路の不正アクセスにおける，外部ネッ
トワークと物理的分離及び機能的分離に関する設
計について説明する。

【安全保護回路の共用に関する設計の基本方針に
ついて】
計測制御設備を安全保護回路と共用する場合にお
いて，単一故障により，安全保護機能を失わない
よう，機能的に分離したことに関する設計につい
て説明する。

第１回

展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十二条 安全保護回路）

別紙２

1

第2章　個別項目
4.　計測制御系統施設
4.2　安全保護回路

再処理施設には計測制御系統施設として，安全保護回路を設ける設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

2

安全保護回路は，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生した場
合において，これらの異常な状態を検知し，これらの核的，熱的及び化学
的制限値を超えないようにするための設備並びに火災，爆発その他の再処
理施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたときに，これらを抑制し，
又は防止するための設備の作動を速やかに，かつ，自動で開始させる設計
とする。

機能要求②
設置要求

安全保護回路
（許可文中、第6.1.3-１表、第6.1.3-1～15図）

基本方針

3
安全保護回路を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは，単一故障が
起きた場合において，安全保護機能を失わないよう，多重性又は多様性を
確保する設計とする。

設置要求
安全保護回路
（許可文中、第6.1.3-１表、第6.1.3-1～15図）

設計方針

4

安全保護回路は，駆動源の喪失，系統の遮断その他の不利な状況が発生し
た場合においても，フェイルセイフとすることで再処理施設をより安全な
状態に移行することにより，再処理施設の安全上支障がない状態を維持で
きる設計とする。

設置要求
安全保護回路
（許可文中、第6.1.3-１表、第6.1.3-1～15図）

設計方針

5

安全保護回路は，アナログ回路で構成する設計とし，外部ネットワークと
物理的分離及び機能的分離，外部ネットワークからの遠隔操作防止並びに
物理的及び電気的アクセスの制限を設け，システムの据付，更新，試験，
保守等で，承認されていない者の操作を防止する措置を講じることで，不
正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず，
又は使用目的に反する動作をさせる行為による被害を防止できる設計とす
る。

設置要求
安全保護回路
（許可文中、第6.1.3-１表、第6.1.3-1～15図）

設計方針

6
安全保護回路が収納された盤の施錠によりハードウェアを直接接続させな
い措置を実施することを保安規定に定めて，管理することで，不正アクセ
スを防止する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針

7
計測制御系統施設の計測制御設備を安全保護回路と共用する場合には，単
一故障が生じた場合においても，その安全保護機能を失わないよう，計測
制御設備から機能的に分離した設計とする。

設置要求
安全保護回路
（許可文中、第6.1.3-１表、第6.1.3-1～15図）

設計方針

展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

△ ― 基本方針 ― ― ―

△ ― 基本方針 ― ―
<インターロッ
ク>
・設定値

△ ― 基本方針 ― ― ―

△ ― 基本方針 ― ― ―

△ ― 基本方針 ― ― ―

△ ― 施設共通　基本設計方針 ― ― ―

△ ― 基本方針 ― ― ―

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

　計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲
及び警報動作範囲に関する説明書

基本設計方針は既設工認（ホ．計測制御系統施設
の計測制御設備，安全保護系）より変更無し

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第23条 制御室等）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室（以下「制御室」
という）の設計に係る共通的な設計方針については，第１章　共通項目の「5. 火
災等による損傷の防止」，「8 遮蔽」，「9.1 安全機能を有する施設及び安全上重
要な施設」，「10.2 安全避難通路等」に基づくものとする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 －
11条、14条、16条、27条及び29条にて整理す
る。

－ － － － －

2

制御室は以下の機能を有する。
再処理施設には，運転時において，運転員その他の従事者が施設の運転又は工程等
の管理を行い，事故時において，適切な事故対策を構ずる場所として，制御建屋に
中央制御室を設けるほか，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設の制御室を設ける設計とする。また，制御室は，基準地震動Ｓｓによ
る地震力に対して機能を喪失しない設計とする。

設置要求

制御建屋
・中央制御室
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設の制御室

基本方針 － － － － － － －

3 制御建屋は，地上３階，地下２階の建物とする設計とする。 設置要求 制御建屋 基本方針 － － － － － － －

4
制御室には，再処理施設の健全性を確保するために必要なパラメータを監視及び制
御し，再処理施設の安全性を確保するために必要な操作を手動により行うことがで
きるよう，主要な警報装置及び計測制御系統設備を備える設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － － － －

5

分離施設，精製施設その他必要な施設には，再処理施設の健全性を確保するために
計測制御系統施設で監視が要求されるパラメータを連続的に監視するための設備及
び再処理施設の安全性を確保するために必要な操作を手動により行うことができる
設備として，主要な警報装置及び計測制御系統設備を備える設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － － － －

6
また，必要な施設のパラメータを監視するための表示及び操作装置は，誤操作及び
誤判断を防止でき，操作が容易に行える設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － － － －

7

a.再処理施設の外の状況を把握するための設備
再処理施設の外の状況を把握するための暗視機能を有し，制御室にて遠隔操作でき
る監視カメラ，風向，風速その他の気象条件を測定する気象観測設備及び公的機関
から地震，津波，竜巻，落雷情報等の気象情報を入手できる電話，ファクシミリ，
社内ネットワークに接続されたパソコンを設置し，昼夜にわたり制御室において再
処理施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等を把握できる設計とする。

設置要求

制御室
（許可文中、第6.1.4-1表）
・屋外監視カメラ
・気象盤
・通信連絡設備

基本方針
設計方針（制御室機能）

Ⅵ-1-3-1-1　制御室及び緊急対策所の機能に関
する説明書
3.制御室の機能に係る詳細設計

【再処理施設の外の状況を把握するための設備
の設計方針】
再処理施設の外の状況を把握するための設備の
機能に係る記載

－ － － － －

8
近隣工場等の火災については，地震を起因にして発生する可能性も考慮し，監視カ
メラは，基準地震動Ｓｓに対して機能を損なわないよう耐震設計を有するととも
に，非常用電源系統から給電できる設計とする。

設置要求
制御室
（許可文中、第6.1.4-1表）
・屋外監視カメラ

基本方針
設計方針（制御室機能）

Ⅵ-1-3-1-1　制御室及び緊急対策所の機能に関
する説明書
3.制御室の機能に係る詳細設計

【再処理施設の外の状況を把握するための設備
の設計方針】
再処理施設の外の状況を把握するための設備の
機能に係る記載

－ － － － －

9

b.計測制御装置
中央制御室には，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設関係，せん断処理施設関
係，溶解施設関係，分離施設関係，精製施設関係，脱硝施設関係，酸及び溶媒の回
収施設関係，製品貯蔵施設関係，放射性廃棄物の廃棄施設関係，その他再処理設備
の附属施設関係，安全保護回路関係及び電気設備関係等の計測制御装置を設けた安
全系監視制御盤及び監視制御盤等で構成し，再処理施設の健全性を確保するために
必要なパラメータを監視できるとともに，中央制御室において制御する工程の設備
の運転状態において，運転員に過度な負担とならないよう，安全系監視制御盤及び
監視制御盤において監視，操作する対象を定め，通常運転，運転時の異常な過渡変
化及び設計基準事故の対応に必要な操作器，指示計，記録計及び警報装置を有する
設計とする。

設置要求

制御室
（許可文中、第6.1.4-1表）
・安全系監視制御盤
・監視制御盤
・放射線監視盤
・環境監視盤
・火災報知盤・防災盤
・火災監視盤
・気象盤

設計方針（制御室機能）

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
３回），「別添付-12　第十五条　制御室」（第
７回）より変更なし。

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
３回），「別添付-12　第十五条　制御室」（第
７回）の記載より変更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能
に関する説明書」にて記載する。

－ － － － －

10

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室には，使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設関係及び電気設備関係等の計測制御装置を設けた安全系監視制御盤及び監
視制御盤等で構成し，再処理施設の健全性を確保するために必要なパラメータを監
視できるとともに，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室において制御す
る工程の設備の運転状態において，運転員に過度な負担とならないよう，安全系監
視制御盤及び監視制御盤において監視，操作する対象を定め，通常運転，運転時の
異常な過渡変化及び設計基準事故の対応に必要な操作器，指示計，記録計及び警報
装置を有する設計とする。

設置要求

制御室
（許可文中、第6.1.4-1表）
・安全系監視制御盤
・監視制御盤
・放射線監視盤
・環境監視盤
・火災報知盤・防災盤
・火災監視盤

設計方針（制御室機能）

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
３回），「別添付-12　第十五条　制御室」（第
７回）より変更なし。

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
３回），「別添付-12　第十五条　制御室」（第
７回）の記載より変更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能
に関する説明書」にて記載する。

－ － － － －

11

安全機能を有する施設のうち，制御室の安全系監視制御盤及び監視制御盤は，操作
性，視認性及び人間工学的観点の諸因子を考慮した盤の配置，操作器具の配置，計
器の配置及び警報表示器具の配置を行い，操作性及び視認性に留意するとともに，
再処理施設の状態を正確，かつ，迅速に把握できる設計とする。

設置要求

制御室
（許可文中、第6.1.4-1表）
・安全系監視制御盤
・監視制御盤

基本方針
設計方針（制御室機能）

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
８回），「別添付-10　第十五条　制御室」（第
９回）より変更なし。

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
８回），「別添付-10　第十五条　制御室」（第
９回）の記載より変更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能
に関する説明書」にて記載する。

－ － － － －

12
安全機能を有する施設のうち，制御室の安全系監視制御盤は，多重化を行い分離配
置するとともに，系統ごとにグループ化して集約した操作器具を盤面上に配置し，
操作性及び視認性に留意した設計とする。

設置要求
制御室
（許可文中、第6.1.4-1表）
・安全系監視制御盤

基本方針
設計方針（制御室機能）

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
８回），「別添付-10　第十五条　制御室」（第
９回）より変更なし。

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
８回），「別添付-10　第十五条　制御室」（第
９回）の記載より変更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能
に関する説明書」にて記載する。

－ － － － －

13
安全機能を有する施設のうち，中央制御室の監視制御盤は，施設ごとにエリアを分
けて配置する設計とする。また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の
監視制御盤は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に配置する。

設置要求
制御室
（許可文中、第6.1.4-1表）
・監視制御盤

基本方針
設計方針（制御室機能）

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
８回），「別添付-10　第十五条　制御室」（第
９回）より変更なし。

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
８回），「別添付-10　第十五条　制御室」（第
９回）の記載より変更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能
に関する説明書」にて記載する。

－ － － － －

14
安全機能を有する施設のうち，制御室の監視制御盤は，監視操作を行う画面を系統
ごとにグループ化して集約し，操作性及び視認性に留意した設計とする。

設置要求
制御室
（許可文中、第6.1.4-1表）
・監視制御盤

基本方針
設計方針（制御室機能）

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
８回），「別添付-10　第十五条　制御室」（第
９回）より変更なし。

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
８回），「別添付-10　第十五条　制御室」（第
９回）の記載より変更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能
に関する説明書」にて記載する。

－ － － － －

15
安全機能を有する施設のうち，制御室の安全系監視制御盤の操作器具は，誤接触に
よる誤動作を防止するため，誤操作防止カバーを設置し，誤りを生じにくいよう留
意した設計とする。

設置要求
制御室
（許可文中、第6.1.4-1表）
・安全系監視制御盤

基本方針
設計方針（制御室機能）

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
８回），「別添付-10　第十五条　制御室」（第
９回）より変更なし。

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
８回），「別添付-10　第十五条　制御室」（第
９回）の記載より変更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能
に関する説明書」にて記載する。

－ － － － －

第１回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第23条 制御室等）

別紙２

1

中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室（以下「制御室」
という）の設計に係る共通的な設計方針については，第１章　共通項目の「5. 火
災等による損傷の防止」，「8 遮蔽」，「9.1 安全機能を有する施設及び安全上重
要な施設」，「10.2 安全避難通路等」に基づくものとする。

冒頭宣言

2

制御室は以下の機能を有する。
再処理施設には，運転時において，運転員その他の従事者が施設の運転又は工程等
の管理を行い，事故時において，適切な事故対策を構ずる場所として，制御建屋に
中央制御室を設けるほか，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設の制御室を設ける設計とする。また，制御室は，基準地震動Ｓｓによ
る地震力に対して機能を喪失しない設計とする。

設置要求

3 制御建屋は，地上３階，地下２階の建物とする設計とする。 設置要求

4
制御室には，再処理施設の健全性を確保するために必要なパラメータを監視及び制
御し，再処理施設の安全性を確保するために必要な操作を手動により行うことがで
きるよう，主要な警報装置及び計測制御系統設備を備える設計とする。

冒頭宣言

5

分離施設，精製施設その他必要な施設には，再処理施設の健全性を確保するために
計測制御系統施設で監視が要求されるパラメータを連続的に監視するための設備及
び再処理施設の安全性を確保するために必要な操作を手動により行うことができる
設備として，主要な警報装置及び計測制御系統設備を備える設計とする。

冒頭宣言

6
また，必要な施設のパラメータを監視するための表示及び操作装置は，誤操作及び
誤判断を防止でき，操作が容易に行える設計とする。

冒頭宣言

7

a.再処理施設の外の状況を把握するための設備
再処理施設の外の状況を把握するための暗視機能を有し，制御室にて遠隔操作でき
る監視カメラ，風向，風速その他の気象条件を測定する気象観測設備及び公的機関
から地震，津波，竜巻，落雷情報等の気象情報を入手できる電話，ファクシミリ，
社内ネットワークに接続されたパソコンを設置し，昼夜にわたり制御室において再
処理施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等を把握できる設計とする。

設置要求

8
近隣工場等の火災については，地震を起因にして発生する可能性も考慮し，監視カ
メラは，基準地震動Ｓｓに対して機能を損なわないよう耐震設計を有するととも
に，非常用電源系統から給電できる設計とする。

設置要求

9

b.計測制御装置
中央制御室には，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設関係，せん断処理施設関
係，溶解施設関係，分離施設関係，精製施設関係，脱硝施設関係，酸及び溶媒の回
収施設関係，製品貯蔵施設関係，放射性廃棄物の廃棄施設関係，その他再処理設備
の附属施設関係，安全保護回路関係及び電気設備関係等の計測制御装置を設けた安
全系監視制御盤及び監視制御盤等で構成し，再処理施設の健全性を確保するために
必要なパラメータを監視できるとともに，中央制御室において制御する工程の設備
の運転状態において，運転員に過度な負担とならないよう，安全系監視制御盤及び
監視制御盤において監視，操作する対象を定め，通常運転，運転時の異常な過渡変
化及び設計基準事故の対応に必要な操作器，指示計，記録計及び警報装置を有する
設計とする。

設置要求

10

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室には，使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設関係及び電気設備関係等の計測制御装置を設けた安全系監視制御盤及び監
視制御盤等で構成し，再処理施設の健全性を確保するために必要なパラメータを監
視できるとともに，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室において制御す
る工程の設備の運転状態において，運転員に過度な負担とならないよう，安全系監
視制御盤及び監視制御盤において監視，操作する対象を定め，通常運転，運転時の
異常な過渡変化及び設計基準事故の対応に必要な操作器，指示計，記録計及び警報
装置を有する設計とする。

設置要求

11

安全機能を有する施設のうち，制御室の安全系監視制御盤及び監視制御盤は，操作
性，視認性及び人間工学的観点の諸因子を考慮した盤の配置，操作器具の配置，計
器の配置及び警報表示器具の配置を行い，操作性及び視認性に留意するとともに，
再処理施設の状態を正確，かつ，迅速に把握できる設計とする。

設置要求

12
安全機能を有する施設のうち，制御室の安全系監視制御盤は，多重化を行い分離配
置するとともに，系統ごとにグループ化して集約した操作器具を盤面上に配置し，
操作性及び視認性に留意した設計とする。

設置要求

13
安全機能を有する施設のうち，中央制御室の監視制御盤は，施設ごとにエリアを分
けて配置する設計とする。また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の
監視制御盤は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に配置する。

設置要求

14
安全機能を有する施設のうち，制御室の監視制御盤は，監視操作を行う画面を系統
ごとにグループ化して集約し，操作性及び視認性に留意した設計とする。

設置要求

15
安全機能を有する施設のうち，制御室の安全系監視制御盤の操作器具は，誤接触に
よる誤動作を防止するため，誤操作防止カバーを設置し，誤りを生じにくいよう留
意した設計とする。

設置要求

項目
番号

基本設計方針 要求種別
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

△ － 基本方針 － － － － －

△ －

制御建屋
・中央制御室
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設の制御室

－ － － － －

△ － 基本方針 － － － － －

△ － 基本方針 － － － － －

△ － 基本方針 － － － － －

△ － 基本方針 － － － － －

〇 －

制御室
（許可文中、第6.1.4-1表）
・屋外監視カメラ
・気象盤
・通信連絡設備

－ － －
Ⅵ-1-3-1-1　制御室及び緊急対策
所の機能に関する説明書
3.制御室の機能に係る詳細設計

【再処理施設の外の状況を把握す
るための設備の設計方針】
再処理施設の外の状況を把握する
ための設備の機能に係る記載

〇 －
制御室
（許可文中、第6.1.4-1表）
・屋外監視カメラ

－ － －
Ⅵ-1-3-1-1　制御室及び緊急対策
所の機能に関する説明書
3.制御室の機能に係る詳細設計

【再処理施設の外の状況を把握す
るための設備の設計方針】
再処理施設の外の状況を把握する
ための設備の機能に係る記載

△ －

制御室
（許可文中、第6.1.4-1表）
・安全系監視制御盤
・監視制御盤
・放射線監視盤
・環境監視盤
・火災報知盤・防災盤
・火災監視盤
・気象盤

－ － －

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基
準への適合に関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第３回），「別添付-
12　第十五条　制御室」（第７
回）より変更なし。

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第３回），「別添付-
12　第十五条　制御室」（第７
回）の記載より変更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1
制御室及び緊急対策所の機能に関
する説明書」にて記載する。

△ －

制御室
（許可文中、第6.1.4-1表）
・安全系監視制御盤
・監視制御盤
・放射線監視盤
・環境監視盤
・火災報知盤・防災盤
・火災監視盤

－ － －

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基
準への適合に関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第３回），「別添付-
12　第十五条　制御室」（第７
回）より変更なし。

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第３回），「別添付-
12　第十五条　制御室」（第７
回）の記載より変更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1
制御室及び緊急対策所の機能に関
する説明書」にて記載する。

△ －

制御室
（許可文中、第6.1.4-1表）
・安全系監視制御盤
・監視制御盤

－ － －

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基
準への適合に関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第８回），「別添付-
10　第十五条　制御室」（第９
回）より変更なし。

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第８回），「別添付-
10　第十五条　制御室」（第９
回）の記載より変更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1
制御室及び緊急対策所の機能に関
する説明書」にて記載する。

△ －
制御室
（許可文中、第6.1.4-1表）
・安全系監視制御盤

－ － －

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基
準への適合に関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第８回），「別添付-
10　第十五条　制御室」（第９
回）より変更なし。

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第８回），「別添付-
10　第十五条　制御室」（第９
回）の記載より変更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1
制御室及び緊急対策所の機能に関
する説明書」にて記載する。

△ －
制御室
（許可文中、第6.1.4-1表）
・監視制御盤

－ － －

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基
準への適合に関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第８回），「別添付-
10　第十五条　制御室」（第９
回）より変更なし。

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第８回），「別添付-
10　第十五条　制御室」（第９
回）の記載より変更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1
制御室及び緊急対策所の機能に関
する説明書」にて記載する。

△ －
制御室
（許可文中、第6.1.4-1表）
・監視制御盤

－ － －

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基
準への適合に関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第８回），「別添付-
10　第十五条　制御室」（第９
回）より変更なし。

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第８回），「別添付-
10　第十五条　制御室」（第９
回）の記載より変更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1
制御室及び緊急対策所の機能に関
する説明書」にて記載する。

△ －
制御室
（許可文中、第6.1.4-1表）
・安全系監視制御盤

－ － －

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基
準への適合に関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第８回），「別添付-
10　第十五条　制御室」（第９
回）より変更なし。

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第８回），「別添付-
10　第十五条　制御室」（第９
回）の記載より変更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1
制御室及び緊急対策所の機能に関
する説明書」にて記載する。

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第23条 制御室等）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

16
安全機能を有する施設のうち，制御室の安全系監視制御盤の操作器具は，形状によ
る区別を行うとともに，必要により鍵付スイッチを採用することにより，誤りを生
じにくいよう留意した設計とする。

設置要求
制御室
（許可文中、第6.1.4-1表）
・安全系監視制御盤

基本方針
設計方針（制御室機能）

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
８回），「別添付-10　第十五条　制御室」（第
９回）より変更なし。

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
８回），「別添付-10　第十五条　制御室」（第
９回）の記載より変更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能
に関する説明書」にて記載する。

－ － － － －

17

安全機能を有する施設のうち，制御室の監視制御盤の画面上の操作スイッチは，
タッチオペレーション式によるダブルアクション操作及び，通常時操作と機器単体
保守時の操作を制限する施錠機能により，誤りを生じにくいよう留意した設計とす
る。

設置要求
制御室
（許可文中、第6.1.4-1表）
・監視制御盤

基本方針
設計方針（制御室機能）

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
８回），「別添付-10　第十五条　制御室」（第
９回）より変更なし。

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
８回），「別添付-10　第十五条　制御室」（第
９回）の記載より変更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能
に関する説明書」にて記載する。

－ － － － －

18
安全機能を有する施設のうち，制御室の監視制御盤は，警報の重要度ごとに色分け
による識別表示をすることにより，正確，かつ，迅速に状況を把握できるよう留意
した設計とする。

設置要求
制御室
（許可文中、第6.1.4-1表）
・監視制御盤

基本方針
設計方針（制御室機能）

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
８回），「別添付-10　第十五条　制御室」（第
９回）より変更なし。

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
８回），「別添付-10　第十五条　制御室」（第
９回）の記載より変更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能
に関する説明書」にて記載する。

－ － － － －

19
安全機能を有する施設のうち，制御室の監視制御盤は，運転員の監視及び操作を支
援するための装置及び制御室において制御する工程の設備の運転状態の把握を支援
する装置としてＣＲＴ等を有する設計とする。

設置要求
制御室
（許可文中、第6.1.4-1表）
・監視制御盤

基本方針
設計方針（制御室機能）

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
８回），「別添付-10　第十五条　制御室」（第
９回）より変更なし。

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
８回），「別添付-10　第十五条　制御室」（第
９回）の記載より変更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能
に関する説明書」にて記載する。

－ － － － －

20

制御室は，再処理施設の安全性を確保するための操作が必要となる理由となった事
象が有意な可能性をもって同時にもたらされる環境条件及び再処理施設で有意な可
能性をもって同時にもたらされる環境条件（地震，内部火災，溢水，化学薬品の漏
えい，外部電源喪失，ばい煙及び有毒ガス，降下火砕物による操作雰囲気の悪化並
びに凍結）を想定しても，適切な措置を講ずることにより運転員その他の従事者が
運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対応するための設備を容易に操作がで
きる設計とする。

設置要求

制御室
（許可文中、第6.1.4-1表）
・安全系監視制御盤
・監視制御盤

基本方針
設計方針（制御室機能）

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
８回），「別添付-10　第十五条　制御室」（第
９回）より変更なし。

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
８回），「別添付-10　第十五条　制御室」（第
９回）の記載より変更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能
に関する説明書」にて記載する。

－ － － － －

21

c.居住性の確保
制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従事者が制御室に出入りする
ための区域は，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生した場合に再処理
施設の安全性を確保するための措置をとれるよう，運転員その他の従事者が支障な
く入ることができる設計とする。また，運転員その他の従事者が，制御室に一定期
間とどまり，必要な操作を行う際に過度の被ばくを受けないよう，適切な遮蔽を設
ける設計とする。

設置要求
機能要求②

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
・制御室遮蔽

【機能要求②】
制御建屋
・中央制御室遮蔽

基本方針
設計方針（制御室機能）

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明書

既設工認「Ⅱ-2-2-1-10 制御建屋の中央制御室
しゃへいに関する説明書」（第2回）より変更な
し。

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
７回），「添付-16　事故時の中央制御室運転員
の被ばく線量評価について」（第7回）より変更
なし。

既設工認「Ⅱ-2-2-1-10 制御建屋の中央制御室
しゃへいに関する説明書」（第2回）より変更な
し。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-2-1　制御室の居住
性に関する説明書」にて記載する。

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
７回），「添付-16　事故時の中央制御室運転員
の被ばく線量評価について」（第7回）の記載よ
り変更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能
に関する説明書」にて記載する。

－ － － － －

22

さらに，制御室に運転員その他の従事者がとどまることができるよう，気体状の放
射性物質及び火災又は爆発により発生する有毒ガス及び化学物質により発生する有
毒ガスに対する換気設備の隔離その他の適切に防護するための措置に必要な設備を
設ける設計とする。

設置要求
機能要求②

制御室換気設備
（許可文中、第6.1.5-2表、第6.1.5-2
図）
・制御室フィルタユニット
・制御室送風機
・主要ダクト

中央制御室フィルタユニット高性能粒
子フィルタ差圧計

【機能要求②】
制御室換気設備
・中央制御室フィルタユニット
・中央制御室送風機
・主要ダクト

基本方針
設計方針（制御室機能）

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明書

既設工認「Ⅱ-2-2-1-10 制御建屋の中央制御室
しゃへいに関する説明書」（第2回）より変更な
し。

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
７回），「添付-16　事故時の中央制御室運転員
の被ばく線量評価について」（第7回）より変更
なし。

既設工認「Ⅱ-2-2-1-10 制御建屋の中央制御室
しゃへいに関する説明書」（第2回）より変更な
し。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-2-1　制御室の居住
性に関する説明書」にて記載する。

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
７回），「添付-16　事故時の中央制御室運転員
の被ばく線量評価について」（第7回）の記載よ
り変更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能
に関する説明書」にて記載する。

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第23条 制御室等）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

16
安全機能を有する施設のうち，制御室の安全系監視制御盤の操作器具は，形状によ
る区別を行うとともに，必要により鍵付スイッチを採用することにより，誤りを生
じにくいよう留意した設計とする。

設置要求

17

安全機能を有する施設のうち，制御室の監視制御盤の画面上の操作スイッチは，
タッチオペレーション式によるダブルアクション操作及び，通常時操作と機器単体
保守時の操作を制限する施錠機能により，誤りを生じにくいよう留意した設計とす
る。

設置要求

18
安全機能を有する施設のうち，制御室の監視制御盤は，警報の重要度ごとに色分け
による識別表示をすることにより，正確，かつ，迅速に状況を把握できるよう留意
した設計とする。

設置要求

19
安全機能を有する施設のうち，制御室の監視制御盤は，運転員の監視及び操作を支
援するための装置及び制御室において制御する工程の設備の運転状態の把握を支援
する装置としてＣＲＴ等を有する設計とする。

設置要求

20

制御室は，再処理施設の安全性を確保するための操作が必要となる理由となった事
象が有意な可能性をもって同時にもたらされる環境条件及び再処理施設で有意な可
能性をもって同時にもたらされる環境条件（地震，内部火災，溢水，化学薬品の漏
えい，外部電源喪失，ばい煙及び有毒ガス，降下火砕物による操作雰囲気の悪化並
びに凍結）を想定しても，適切な措置を講ずることにより運転員その他の従事者が
運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対応するための設備を容易に操作がで
きる設計とする。

設置要求

21

c.居住性の確保
制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従事者が制御室に出入りする
ための区域は，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生した場合に再処理
施設の安全性を確保するための措置をとれるよう，運転員その他の従事者が支障な
く入ることができる設計とする。また，運転員その他の従事者が，制御室に一定期
間とどまり，必要な操作を行う際に過度の被ばくを受けないよう，適切な遮蔽を設
ける設計とする。

設置要求
機能要求②

22

さらに，制御室に運転員その他の従事者がとどまることができるよう，気体状の放
射性物質及び火災又は爆発により発生する有毒ガス及び化学物質により発生する有
毒ガスに対する換気設備の隔離その他の適切に防護するための措置に必要な設備を
設ける設計とする。

設置要求
機能要求②

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ －
制御室
（許可文中、第6.1.4-1表）
・安全系監視制御盤

－ － －

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基
準への適合に関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第８回），「別添付-
10　第十五条　制御室」（第９
回）より変更なし。

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第８回），「別添付-
10　第十五条　制御室」（第９
回）の記載より変更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1
制御室及び緊急対策所の機能に関
する説明書」にて記載する。

△ －
制御室
（許可文中、第6.1.4-1表）
・監視制御盤

－ － －

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基
準への適合に関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第８回），「別添付-
10　第十五条　制御室」（第９
回）より変更なし。

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第８回），「別添付-
10　第十五条　制御室」（第９
回）の記載より変更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1
制御室及び緊急対策所の機能に関
する説明書」にて記載する。

△ －
制御室
（許可文中、第6.1.4-1表）
・監視制御盤

－ － －

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基
準への適合に関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第８回），「別添付-
10　第十五条　制御室」（第９
回）より変更なし。

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第８回），「別添付-
10　第十五条　制御室」（第９
回）の記載より変更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1
制御室及び緊急対策所の機能に関
する説明書」にて記載する。

△ －
制御室
（許可文中、第6.1.4-1表）
・監視制御盤

－ － －

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基
準への適合に関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第８回），「別添付-
10　第十五条　制御室」（第９
回）より変更なし。

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第８回），「別添付-
10　第十五条　制御室」（第９
回）の記載より変更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1
制御室及び緊急対策所の機能に関
する説明書」にて記載する。

△ －

制御室
（許可文中、第6.1.4-1表）
・安全系監視制御盤
・監視制御盤

－ － －

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基
準への適合に関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第８回），「別添付-
10　第十五条　制御室」（第９
回）より変更なし。

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第８回），「別添付-
10　第十五条　制御室」（第９
回）の記載より変更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1
制御室及び緊急対策所の機能に関
する説明書」にて記載する。

△ －

制御室換気設備
（許可文中、第6.1.5-2表、第6.1.5-2
図）
・制御室フィルタユニット
・制御室送風機
・主ダクト
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
・制御室遮蔽

【機能要求②】
制御室換気設備
・中央制御室フィルタユニット
・中央制御室送風機
・主ダクト
制御建屋
・中央制御室遮蔽

－ －
＜遮蔽設備＞

厚さ

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基
準への適合に関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第７回），「添付-16
事故時の中央制御室運転員の被ば
く線量評価について」より変更な
し。

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第７回），「添付-16
事故時の中央制御室運転員の被ば
く線量評価について」の記載より
変更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1
制御室及び緊急対策所の機能に関
する説明書」にて記載する。

△ －

制御室換気設備
（許可文中、第6.1.5-2表、第6.1.5-2
図）
・制御室フィルタユニット
・制御室送風機
・主要ダクト

中央制御室フィルタユニット高性能粒
子フィルタ差圧計

【機能要求②】
制御室換気設備
・中央制御室フィルタユニット
・中央制御室送風機
・主要ダクト

－ －

＜フィルタ＞
・効率

＜ファン＞
・容量

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基
準への適合に関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第７回），「添付-16
事故時の中央制御室運転員の被ば
く線量評価について」より変更な
し。

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第７回），「添付-16
事故時の中央制御室運転員の被ば
く線量評価について」の記載より
変更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1
制御室及び緊急対策所の機能に関
する説明書」にて記載する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第23条 制御室等）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

23
制御室は，有毒ガスが及ぼす影響により，運転員の対処能力が著しく低下し，安全
機能を有する施設の安全機能が損なわれることがない設計とする。

評価要求 － － － － －

24
敷地内外の固定源に対しては，運転員の吸気中の有毒ガス濃度が，有毒ガス防護の
ための判断基準値を下回ることを評価により確認した。 評価要求 － － － － －

25
したがって，有毒ガスの発生を検出するための装置や自動的に警報するための装置
を設けない設計とする。 設置要求 基本方針

26

敷地内外の可動源に対しては，「7. 再処理施設内における化学薬品の漏えいによ
る損傷の防止」に示した化学薬品の安全管理に係る手順に基づき，漏えい又は異臭
等の異常を確認した者（立会人，公的機関から情報を入手した者等）が中央制御室
の運転員（統括当直長）に連絡することにより，中央制御室の運転員が有毒ガスの
発生を認知できるよう，通信連絡設備を設ける設計とする。

設置要求
通信連絡設備
（許可文中、第9.17.1－１表）

基本方針 － － － － －

27

また，換気設備の隔離，防護具の着用等の対策により，有毒ガスから制御室の運転
員を防護できる設計とする。
なお，連絡を受けた中央制御室の運転員（統括当直長）は，使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設の制御室の運転員並びに緊急時対策所の設計基準事故及び重大事故
等の対処に必要な指示を行う要員（非常時対策組織本部の本部長）に対して有毒ガ
スの発生を連絡することを保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針 － － － － －

28

4.1.4　制御室換気設備
制御室換気設備は，給気系，排気系及び空調系で構成し，適切な換気及び空調を行
う設計とするとともに，制御室換気設備は，気体状の放射性物質及び制御室外の火
災又は爆発により発生する有毒ガスに対して，必要に応じて外気との連絡口を遮断
し，運転員その他の従事者を適切に防護できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － － － －

29
a.制御建屋中央制御室換気設備
制御建屋中央制御室換気設備は，制御建屋中央制御室給気系，制御建屋中央制御室
排気系及び制御建屋中央制御室空調系で構成する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － － － －

30
制御建屋中央制御室給気系は，制御建屋の中央制御室へ外気を供給するため，中央
制御室給気ユニットで構成する。

機能要求①
制御室換気設備
（許可文中、第6.1.5-1図）
・中央制御室給気ユニット

基本方針 － － － － － － －

31
制御建屋中央制御室排気系は，制御建屋の中央制御室から排気するため，中央制御
室排風機で構成する。

機能要求①
制御室換気設備
（許可文中、第6.1.5-1図）
・中央制御室排風機

基本方針 － － － － － － －

32
制御建屋中央制御室空調系は，通常時及び設計基準事故時に制御建屋の中央制御室
の雰囲気を所定の条件に維持するため,中央制御室フィルタユニット，中央制御室
空調ユニット及び中央制御室送風機で構成する。

機能要求①

制御室換気設備
（許可文中、第6.1.5-1表、第6.1.5-1
図）
・中央制御室フィルタユニット
・中央制御室空調ユニット
・中央制御室送風機

基本方針
設計方針（制御室機能）

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
７回）より変更なし。

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
７回）の記載より変更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能
に関する説明書」にて記載する。

－ － － － －

33

制御建屋中央制御室空調系は，設計基準事故時に必要に応じて外気との連絡口を遮
断し,制御建屋の中央制御室内空気を中央制御室フィルタユニットを通し再循環し
て浄化運転することができるとともに，必要に応じて外気を中央制御室フィルタユ
ニットを通して取り入れることができる設計とする。

機能要求②

制御室換気設備
・中央制御室フィルタユニット
・中央制御室送風機
・主要ダクト

基本方針
設計方針（制御室機能）

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
７回）より変更なし。

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
７回）の記載より変更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能
に関する説明書」にて記載する。

－ － － － －

34

b.使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備
　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制
御室給気系，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室排気系及び使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋制御室空調系で構成する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － － － －

35
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室給気系は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設の制御室へ外気を供給するため，制御室給気ユニットで構成する。

機能要求①
制御室換気設備
（許可文中、第6.1.5-2図）
・制御室給気ユニット

基本方針 － － － － － － －

36
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室排気系は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設の制御室から排気するため，制御室排風機で構成する設計とする。

機能要求①
制御室換気設備
（許可文中、第6.1.5-2図）
・制御室排風機

基本方針 － － － － － － －

37
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室空調系は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設の制御室の雰囲気を所定の条件に維持するため, 制御室フィルタユニット,制御
室空調ユニット及び制御室送風機で構成する。

機能要求①

制御室換気設備
（許可文中、第6.1.5-2表、第6.1.5-2
図）
・制御室フィルタユニット
・制御室空調ユニット
・制御室送風機

基本方針
設計方針（制御室機能）

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
７回）より変更なし。

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
７回）の記載より変更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能
に関する説明書」にて記載する。

－ － － － －

38

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室空調系は，必要に応じて外気との連絡口を遮断
し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内空気を制御室フィルタユニッ
トを通し再循環して浄化運転することができるとともに,必要に応じて外気を制御
室フィルタユニットを通して取り入れることができる設計とする。

設置要求

制御室換気設備
・制御室フィルタユニット
・制御室送風機
・主要ダクト

基本方針
設計方針（制御室機能）

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
７回）より変更なし。

既設工認「別添付-12　第十五条　制御室」（第
７回）の記載より変更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能
に関する説明書」にて記載する。

－ － － － －

－
(有毒ガス防護に係る影響評価)

評価（居住性評価）

Ⅵ-1-3-2-1　制御室の居住性に関する説明書 【有毒ガス影響評価に関する基本方針につい
て】
有毒ガス影響評価について記載する。

【有毒ガスへの対処に関する基本方針につい
て】
有毒ガスの発生を検知した際の連絡、対処に係
る概要を説明する
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第23条 制御室等）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

23
制御室は，有毒ガスが及ぼす影響により，運転員の対処能力が著しく低下し，安全
機能を有する施設の安全機能が損なわれることがない設計とする。

評価要求

24
敷地内外の固定源に対しては，運転員の吸気中の有毒ガス濃度が，有毒ガス防護の
ための判断基準値を下回ることを評価により確認した。 評価要求

25
したがって，有毒ガスの発生を検出するための装置や自動的に警報するための装置
を設けない設計とする。 設置要求

26

敷地内外の可動源に対しては，「7. 再処理施設内における化学薬品の漏えいによ
る損傷の防止」に示した化学薬品の安全管理に係る手順に基づき，漏えい又は異臭
等の異常を確認した者（立会人，公的機関から情報を入手した者等）が中央制御室
の運転員（統括当直長）に連絡することにより，中央制御室の運転員が有毒ガスの
発生を認知できるよう，通信連絡設備を設ける設計とする。

設置要求

27

また，換気設備の隔離，防護具の着用等の対策により，有毒ガスから制御室の運転
員を防護できる設計とする。
なお，連絡を受けた中央制御室の運転員（統括当直長）は，使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設の制御室の運転員並びに緊急時対策所の設計基準事故及び重大事故
等の対処に必要な指示を行う要員（非常時対策組織本部の本部長）に対して有毒ガ
スの発生を連絡することを保安規定に定めて，管理する。

運用要求

28

4.1.4　制御室換気設備
制御室換気設備は，給気系，排気系及び空調系で構成し，適切な換気及び空調を行
う設計とするとともに，制御室換気設備は，気体状の放射性物質及び制御室外の火
災又は爆発により発生する有毒ガスに対して，必要に応じて外気との連絡口を遮断
し，運転員その他の従事者を適切に防護できる設計とする。

冒頭宣言

29
a.制御建屋中央制御室換気設備
制御建屋中央制御室換気設備は，制御建屋中央制御室給気系，制御建屋中央制御室
排気系及び制御建屋中央制御室空調系で構成する。

冒頭宣言

30
制御建屋中央制御室給気系は，制御建屋の中央制御室へ外気を供給するため，中央
制御室給気ユニットで構成する。

機能要求①

31
制御建屋中央制御室排気系は，制御建屋の中央制御室から排気するため，中央制御
室排風機で構成する。

機能要求①

32
制御建屋中央制御室空調系は，通常時及び設計基準事故時に制御建屋の中央制御室
の雰囲気を所定の条件に維持するため,中央制御室フィルタユニット，中央制御室
空調ユニット及び中央制御室送風機で構成する。

機能要求①

33

制御建屋中央制御室空調系は，設計基準事故時に必要に応じて外気との連絡口を遮
断し,制御建屋の中央制御室内空気を中央制御室フィルタユニットを通し再循環し
て浄化運転することができるとともに，必要に応じて外気を中央制御室フィルタユ
ニットを通して取り入れることができる設計とする。

機能要求②

34

b.使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備
　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制
御室給気系，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室排気系及び使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋制御室空調系で構成する。

冒頭宣言

35
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室給気系は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設の制御室へ外気を供給するため，制御室給気ユニットで構成する。

機能要求①

36
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室排気系は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設の制御室から排気するため，制御室排風機で構成する設計とする。

機能要求①

37
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室空調系は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設の制御室の雰囲気を所定の条件に維持するため, 制御室フィルタユニット,制御
室空調ユニット及び制御室送風機で構成する。

機能要求①

38

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室空調系は，必要に応じて外気との連絡口を遮断
し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内空気を制御室フィルタユニッ
トを通し再循環して浄化運転することができるとともに,必要に応じて外気を制御
室フィルタユニットを通して取り入れることができる設計とする。

設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 － － － －

〇 － － － －

〇 －
通信連絡設備
（許可文中、第9.17.1-１表）

－ － －

〇 － 施設共通　基本設計方針 － － －

△ － 基本方針 － － － － －

△ － 基本方針 － － － － －

△ －
制御室換気設備
（許可文中、第6.1.5-1図）
・中央制御室給気ユニット

－ － － － －

△ －
制御室換気設備
（許可文中、第6.1.5-1図）
・中央制御室排風機

－ － － － －

△ －

制御室換気設備
（許可文中、第6.1.5-1表、第6.1.5-1
図）
・中央制御室フィルタユニット
・中央制御室空調ユニット
・中央制御室送風機

－ － －

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基
準への適合に関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第７回）より変更な
し。

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第７回）の記載より変
更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1
制御室及び緊急対策所の機能に関
する説明書」にて記載する。

△ －

制御室換気設備
・中央制御室フィルタユニット
・中央制御室送風機
・主ダクト

－ －

＜フィルタ＞
・効率

＜ファン＞
・容量

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基
準への適合に関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第７回）より変更な
し。

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第７回）の記載より変
更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1
制御室及び緊急対策所の機能に関
する説明書」にて記載する。

△ － 基本方針 － － － － －

△ －
制御室換気設備
（許可文中、第6.1.5-2図）
・制御室給気ユニット

－ － － － －

△ －
制御室換気設備
（許可文中、第6.1.5-2図）
・制御室排風機

－ － － － －

△ －

制御室換気設備
（許可文中、第6.1.5-2表、第6.1.5-2
図）
・制御室フィルタユニット
・制御室空調ユニット
・制御室送風機

－ － －

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基
準への適合に関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第７回）より変更な
し。

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第７回）の記載より変
更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1
制御室及び緊急対策所の機能に関
する説明書」にて記載する。

△ －

制御室換気設備
・制御室フィルタユニット
・制御室送風機
・主ダクト

－ －

＜フィルタ＞
・効率

＜ファン＞
・容量

Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基
準への適合に関する説明書

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第７回）より変更な
し。

既設工認「別添付-12　第十五条
制御室」（第７回）の記載より変
更なし。

※ただし、今回は「Ⅵ-1-3-1-1
制御室及び緊急対策所の機能に関
する説明書」にて記載する。

・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

Ⅵ-1-3-2-1　制御室の居住性に関
する説明書

【有毒ガス影響評価に関する基本
方針について】
有毒ガス影響評価について記載す
る。

【有毒ガスへの対処に関する基本
方針について】
有毒ガスの発生を検知した際の連
絡、対処に係る概要を説明する

基本方針
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第24条：廃棄施設 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十四条 廃棄施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第１章　共通項目
10. その他
10.1　廃棄施設

放射性廃棄物の廃棄施設は，平常時において，周辺監視区域外の公衆の線
量及び放射線業務従事者の線量が「原子炉等規制法」に基づき定められて
いる線量限度を超えないように設計する。

冒頭宣言 － 基本方針
Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

【放射性廃棄物の廃棄施設の基本方針】
放射性廃棄物の廃棄施設の放射性物質の低減のた
めの設計について説明する。

－ － － － －

2
さらに，公衆の線量については，合理的に達成できる限り低くなるように
設計する。

冒頭宣言 － 基本方針
Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

【放射性廃棄物の廃棄施設の基本方針】
放射性廃棄物の廃棄施設の放射性物質の低減のた
めの設計について説明する。

－ － － － －

3
放射性廃棄物の廃棄施設は，周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃
度及び液体状の放射性物質の海洋放出に起因する線量を十分に低減できる
設計とする。

冒頭宣言 － 基本方針
Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

【放射性廃棄物の廃棄施設の基本方針】
放射性廃棄物の廃棄施設の放射性物質の低減のた
めの設計について説明する。

－ － － － －

4

気体廃棄物の廃棄施設は，各施設の塔槽類等から発生する廃ガス及びセル
等内の雰囲気中から環境への放射性物質の放出量を合理的に達成できる限
り低くするよう，放射性物質の性状，濃度に応じて，廃ガス洗浄塔，高性
能粒子フィルタ等で洗浄，ろ過等の処理をした後，十分な拡散効果の期待
できる排気筒から監視しながら放出する設計とする。

機能要求①
機能要求②

気体廃棄物の廃棄施設
（許可文中、第7.2-1表～30表、第7.2-2図～36
図）

【機能要求②】
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理設備
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設
備

機能要求②は，上記設備のミストフィルタ，高性
能粒子フィルタ，よう素フィルタ及びルテニウム
吸着塔とする。

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
ミストフィルタ，高性能粒子フィルタ，よう素
フィルタ及びルテニウム吸着塔の放射性物質の除
去効率について説明する。

－ － － － －

5

液体廃棄物の廃棄施設は，周辺環境に放出する放射性液体廃棄物による公
衆の線量を合理的に達成できる限り低くするよう，廃液の放射性物質の放
射性物質の核種，性状，濃度に応じてろ過，脱塩，蒸発処理を行い，放射
性物質の量及び濃度を確認した上で，十分な拡散効果を有する海洋放出口
から海洋に放出する設計とする。

機能要求①
液体廃棄物の廃棄施設
（許可文中、第7.3-1表～3表、第7.3-1図、第
7.3-3図、第7.3-5図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
凝縮器の放射性物質の除去効率について説明す
る。

－ － － － －

6

気体廃棄物の廃棄設備及び液体廃棄物の廃棄設備においては，放射性廃棄
物以外の廃棄物を廃棄する設備と区別して設置する設計とし，流体状の放
射性廃棄物が放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を取り扱う設備へ逆流す
ることを防止する設計とする。

設置要求
機能要求①

気体廃棄物の廃棄施設
（許可文中、第7.2-1表～30表、第7.2-2図～36
図）

液体廃棄物の廃棄施設
（許可文中、第7.3-1表～3表、第7.3-1図、第
7.3-3図、第7.3-5図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

7
気体廃棄物の廃棄施設は，排気筒以外の箇所において気体状の放射性廃棄
物を排出することがない設計とする。

設置要求
気体廃棄物の廃棄施設
（許可文中、第7.2-1表～30表、第7.2-2図～36
図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

8

気体廃棄物の廃棄施設は，フィルタを設置する設計とするとともに，差圧
を測定し，適切にフィルタの交換を行う設計とする。また，取替えに必要
な空間を設けるとともに，保守性を考慮した構造とすることにより，取替
えが容易な設計とする。

設置要求
機能要求①

気体廃棄物の廃棄施設
（許可文中、第7.2-1表～30表、第7.2-2図～36
図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

9
液体廃棄物の廃棄施設は，海洋放出口以外の箇所において放射性廃棄物を
排出することがない設計とする。

設置要求
機能要求①

液体廃棄物の廃棄施設
（許可文中、第7.3-1表～3表、第7.3-1図、第
7.3-3図、第7.3-5図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

10 － － － － －

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十四条 廃棄施設）

別紙２

1

第１章　共通項目
10. その他
10.1　廃棄施設

放射性廃棄物の廃棄施設は，平常時において，周辺監視区域外の公衆の線
量及び放射線業務従事者の線量が「原子炉等規制法」に基づき定められて
いる線量限度を超えないように設計する。

冒頭宣言 － 基本方針

2
さらに，公衆の線量については，合理的に達成できる限り低くなるように
設計する。

冒頭宣言 － 基本方針

3
放射性廃棄物の廃棄施設は，周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃
度及び液体状の放射性物質の海洋放出に起因する線量を十分に低減できる
設計とする。

冒頭宣言 － 基本方針

4

気体廃棄物の廃棄施設は，各施設の塔槽類等から発生する廃ガス及びセル
等内の雰囲気中から環境への放射性物質の放出量を合理的に達成できる限
り低くするよう，放射性物質の性状，濃度に応じて，廃ガス洗浄塔，高性
能粒子フィルタ等で洗浄，ろ過等の処理をした後，十分な拡散効果の期待
できる排気筒から監視しながら放出する設計とする。

機能要求①
機能要求②

気体廃棄物の廃棄施設
（許可文中、第7.2-1表～30表、第7.2-2図～36
図）

【機能要求②】
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理設備
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設
備

機能要求②は，上記設備のミストフィルタ，高性
能粒子フィルタ，よう素フィルタ及びルテニウム
吸着塔とする。

基本方針

5

液体廃棄物の廃棄施設は，周辺環境に放出する放射性液体廃棄物による公
衆の線量を合理的に達成できる限り低くするよう，廃液の放射性物質の放
射性物質の核種，性状，濃度に応じてろ過，脱塩，蒸発処理を行い，放射
性物質の量及び濃度を確認した上で，十分な拡散効果を有する海洋放出口
から海洋に放出する設計とする。

機能要求①
液体廃棄物の廃棄施設
（許可文中、第7.3-1表～3表、第7.3-1図、第
7.3-3図、第7.3-5図）

基本方針

6

気体廃棄物の廃棄設備及び液体廃棄物の廃棄設備においては，放射性廃棄
物以外の廃棄物を廃棄する設備と区別して設置する設計とし，流体状の放
射性廃棄物が放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を取り扱う設備へ逆流す
ることを防止する設計とする。

設置要求
機能要求①

気体廃棄物の廃棄施設
（許可文中、第7.2-1表～30表、第7.2-2図～36
図）

液体廃棄物の廃棄施設
（許可文中、第7.3-1表～3表、第7.3-1図、第
7.3-3図、第7.3-5図）

基本方針

7
気体廃棄物の廃棄施設は，排気筒以外の箇所において気体状の放射性廃棄
物を排出することがない設計とする。

設置要求
気体廃棄物の廃棄施設
（許可文中、第7.2-1表～30表、第7.2-2図～36
図）

基本方針

8

気体廃棄物の廃棄施設は，フィルタを設置する設計とするとともに，差圧
を測定し，適切にフィルタの交換を行う設計とする。また，取替えに必要
な空間を設けるとともに，保守性を考慮した構造とすることにより，取替
えが容易な設計とする。

設置要求
機能要求①

気体廃棄物の廃棄施設
（許可文中、第7.2-1表～30表、第7.2-2図～36
図）

基本方針

9
液体廃棄物の廃棄施設は，海洋放出口以外の箇所において放射性廃棄物を
排出することがない設計とする。

設置要求
機能要求①

液体廃棄物の廃棄施設
（許可文中、第7.3-1表～3表、第7.3-1図、第
7.3-3図、第7.3-5図）

基本方針

10

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

△ － － － －
Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

【放射性廃棄物の廃棄施設の基本方針】
放射性廃棄物の廃棄施設の放射性物質の低減のた
めの設計について説明する。

△ － － －
Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

【放射性廃棄物の廃棄施設の基本方針】
放射性廃棄物の廃棄施設の放射性物質の低減のた
めの設計について説明する。

△ － － － －
Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

【放射性廃棄物の廃棄施設の基本方針】
放射性廃棄物の廃棄施設の放射性物質の低減のた
めの設計について説明する。

△ － － －

＜フィルタ＞
・効率

＜容器＞
・効率

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
ミストフィルタ，高性能粒子フィルタ，よう素
フィルタ及びルテニウム吸着塔の放射性物質の除
去効率について説明する。

△

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
凝縮器の放射性物質の除去効率について説明す
る。

△

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

0 0

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十四条 廃棄施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

11

第２章　個別項目
5. 放射性廃棄物の廃棄施設

放射性廃棄物の廃棄施設の設計に係る共通的な設計方針については、第１
章　共通項目の「２．地盤」，「３．自然現象等」，「４．閉じ込めの機
能」，「５．火災等による損傷の防止」，「６．再処理施設内における溢
水による損傷の防止」，「７．再処理施設内における化学薬品の漏えいに
よる損傷の防止」，「８．遮蔽」，「９．設備に対する要求」及び「10．
1 廃棄施設」に基づくものとする。

冒頭宣言 － － － － － － － － －

12
放射性廃棄物の廃棄施設は，気体廃棄物の廃棄施設，液体廃棄物の廃棄施
設及び固体廃棄物の廃棄施設で構成する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【放射性廃棄物の廃棄施設の基本方針】
放射性廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、
配置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構
造図等）

－ － － － －

13

5.1 気体廃棄物の廃棄施設

せん断処理施設のせん断機及び溶解施設の溶解槽等から発生する廃ガス
は，環境への放射性物質の放出量を合理的に達成できる限り低くするよ
う，ＮＯｘ吸収塔，よう素フィルタ，高性能粒子フィルタ，凝縮器及びミ
ストフィルタで洗浄，ろ過，ＮＯｘの回収及びよう素除去の処理をした
後，主排気筒から放出する設計とする。

設置要求
機能要求①

せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

14

各施設の塔槽類からの廃ガスは，環境への放射性物質の放出量を合理的に
達成できる限り低くするように廃ガス洗浄塔，高性能粒子フィルタ，凝縮
器，デミスタ，よう素フィルタ及びスプレイ塔で洗浄，ろ過，ミスト除去
及びよう素除去の処理をした後，主排気筒及び北換気筒から放出する設計
とする。

設置要求
機能要求①

塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-2表～12表、第7.2-5図～15
図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

15

固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶融炉からの廃ガスは，環境への放射性物
質の放出量を合理的に達成できる限り低くするように廃ガス洗浄器，ミス
トフィルタ，高性能粒子フィルタ，吸収塔，凝縮器，ルテニウム吸着塔及
びよう素フィルタで洗浄，ろ過，ルテニウム除去及びよう素除去の処理を
した後，主排気筒から放出する設計とする。

設置要求
機能要求①

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

16

セル，グローブボックス及びこれらと同等の閉じ込め機能を有する施設の
換気は，必要に応じて高性能粒子フィルタ，廃ガス洗浄塔，凝縮器，ミス
トフィルタ及びルテニウム吸着塔で洗浄，ろ過及びルテニウム除去の処理
をした後，主排気筒，北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒から放
出する設計とする。

設置要求
機能要求①

各建屋換気設備
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33
図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － －

17
放射性気体廃棄物は，十分な拡散効果の期待できる主排気筒，北換気筒及
び低レベル廃棄物処理建屋換気筒から監視しながら放出する設計とする。

設置要求
機能要求①

放射線監視設備（屋外モニタリング設備） 基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-1-4-1　放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
既設工認添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の技
術基準への適合に関する説明書」の記載より変更
なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

18

　気体廃棄物の廃棄施設は，せん断処理施設のせん断処理設備及び溶解施
設の溶解設備から発生する放射性気体廃棄物を処理するせん断処理・溶解
廃ガス処理設備，各施設の放射性物質を収納する塔槽類から発生する放射
性気体廃棄物を処理する塔槽類廃ガス処理設備，高レベル廃液ガラス固化
設備から発生する放射性気体廃棄物を処理する高レベル廃液ガラス固化廃
ガス処理設備，汚染のおそれのある区域を換気する換気設備並びに主排気
筒で構成する。
　せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，前処理建屋に収納する設計とす
る。
　高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備は，高レベル廃液ガラス固化建
屋に収納する設計とする。
　高レベル廃液ガラス固化建屋は, 地上2階，地下4階の建物とする設計と
する。
　塔槽類廃ガス処理設備及び換気設備は，各建屋に収納する設計とする。

設置要求 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

19
気体廃棄物の廃棄施設は，放射性廃棄物以外の廃棄物を廃棄する設備と区
別し，核燃料物質等の逆流により核燃料物質等を拡散しない設計とする。

機能要求①

気体廃棄物の廃棄施設
（許可文中、第7.2-1表～30表、第7.2-2図～36
図）
液体廃棄物の廃棄施設
（許可文中、第7.3-1表～3表、第7.3-1図、第
7.3-3図、第7.3-5図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十四条 廃棄施設）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

11

第２章　個別項目
5. 放射性廃棄物の廃棄施設

放射性廃棄物の廃棄施設の設計に係る共通的な設計方針については、第１
章　共通項目の「２．地盤」，「３．自然現象等」，「４．閉じ込めの機
能」，「５．火災等による損傷の防止」，「６．再処理施設内における溢
水による損傷の防止」，「７．再処理施設内における化学薬品の漏えいに
よる損傷の防止」，「８．遮蔽」，「９．設備に対する要求」及び「10．
1 廃棄施設」に基づくものとする。

冒頭宣言 － －

12
放射性廃棄物の廃棄施設は，気体廃棄物の廃棄施設，液体廃棄物の廃棄施
設及び固体廃棄物の廃棄施設で構成する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

13

5.1 気体廃棄物の廃棄施設

せん断処理施設のせん断機及び溶解施設の溶解槽等から発生する廃ガス
は，環境への放射性物質の放出量を合理的に達成できる限り低くするよ
う，ＮＯｘ吸収塔，よう素フィルタ，高性能粒子フィルタ，凝縮器及びミ
ストフィルタで洗浄，ろ過，ＮＯｘの回収及びよう素除去の処理をした
後，主排気筒から放出する設計とする。

設置要求
機能要求①

せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図）

基本方針

14

各施設の塔槽類からの廃ガスは，環境への放射性物質の放出量を合理的に
達成できる限り低くするように廃ガス洗浄塔，高性能粒子フィルタ，凝縮
器，デミスタ，よう素フィルタ及びスプレイ塔で洗浄，ろ過，ミスト除去
及びよう素除去の処理をした後，主排気筒及び北換気筒から放出する設計
とする。

設置要求
機能要求①

塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-2表～12表、第7.2-5図～15
図）

基本方針

15

固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶融炉からの廃ガスは，環境への放射性物
質の放出量を合理的に達成できる限り低くするように廃ガス洗浄器，ミス
トフィルタ，高性能粒子フィルタ，吸収塔，凝縮器，ルテニウム吸着塔及
びよう素フィルタで洗浄，ろ過，ルテニウム除去及びよう素除去の処理を
した後，主排気筒から放出する設計とする。

設置要求
機能要求①

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）

基本方針

16

セル，グローブボックス及びこれらと同等の閉じ込め機能を有する施設の
換気は，必要に応じて高性能粒子フィルタ，廃ガス洗浄塔，凝縮器，ミス
トフィルタ及びルテニウム吸着塔で洗浄，ろ過及びルテニウム除去の処理
をした後，主排気筒，北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒から放
出する設計とする。

設置要求
機能要求①

各建屋換気設備
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33
図）

基本方針

17
放射性気体廃棄物は，十分な拡散効果の期待できる主排気筒，北換気筒及
び低レベル廃棄物処理建屋換気筒から監視しながら放出する設計とする。

設置要求
機能要求①

放射線監視設備（屋外モニタリング設備） 基本方針

18

　気体廃棄物の廃棄施設は，せん断処理施設のせん断処理設備及び溶解施
設の溶解設備から発生する放射性気体廃棄物を処理するせん断処理・溶解
廃ガス処理設備，各施設の放射性物質を収納する塔槽類から発生する放射
性気体廃棄物を処理する塔槽類廃ガス処理設備，高レベル廃液ガラス固化
設備から発生する放射性気体廃棄物を処理する高レベル廃液ガラス固化廃
ガス処理設備，汚染のおそれのある区域を換気する換気設備並びに主排気
筒で構成する。
　せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，前処理建屋に収納する設計とす
る。
　高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備は，高レベル廃液ガラス固化建
屋に収納する設計とする。
　高レベル廃液ガラス固化建屋は, 地上2階，地下4階の建物とする設計と
する。
　塔槽類廃ガス処理設備及び換気設備は，各建屋に収納する設計とする。

設置要求 基本方針 基本方針

19
気体廃棄物の廃棄施設は，放射性廃棄物以外の廃棄物を廃棄する設備と区
別し，核燃料物質等の逆流により核燃料物質等を拡散しない設計とする。

機能要求①

気体廃棄物の廃棄施設
（許可文中、第7.2-1表～30表、第7.2-2図～36
図）
液体廃棄物の廃棄施設
（許可文中、第7.3-1表～3表、第7.3-1図、第
7.3-3図、第7.3-5図）

基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ － － － － － －

△ 基本方針 基本方針 基本方針 －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【放射性廃棄物の廃棄施設の基本方針】
放射性廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、
配置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構
造図等）

△ － 基本方針 －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ 基本方針 基本方針 －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

△ 基本方針 基本方針 －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-1-4-1　放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
既設工認添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の技
術基準への適合に関する説明書」の記載より変更
なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ 基本方針 基本方針 基本方針 －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ 基本方針 基本方針 基本方針 －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十四条 廃棄施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

20

気体廃棄物の廃棄施設の排気は，放射性物質の濃度を監視しながら主排気
筒，北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋換気筒並びにハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋
換気筒）及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口から排出する設計と
する。

設置要求
機能要求①

気体廃棄物の廃棄施設
（許可文中、第7.2-1表～30表、第7.2-2図～36
図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

21

気体廃棄物の廃棄施設は，フィルタを設置する設計とするとともに，差圧
を測定し，適切にフィルタの交換を行う設計とする。また，取替えに必要
な空間を設けるとともに，保守性を考慮した構造とすることにより，取替
えが容易な設計とする。

機能要求①
気体廃棄物の廃棄施設
（許可文中、第7.2-1表～30表、第7.2-2図～36
図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

22

5.1.1 せん断処理・溶解廃ガス処理設備

せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，せん断処理施設のせん断機，溶解施
設の溶解槽等から発生する廃ガス中のNOx及び放射性物質を除去するとと
もに，せん断機，溶解槽等の機器内部を負圧に維持する設計とする。

設置要求
機能要求①

せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

23
せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，せん断処理施設のせん断機，溶解施
設の溶解槽等から発生する廃ガスによる環境への放射性物質の放出量を，
合理的に達成できる限り低くする設計とする。

機能要求①
機能要求②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図）

機能要求②は，上記設備のミストフィルタ，高性
能粒子フィルタ，よう素フィルタとする。

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

24
せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，せん断処理施設のせん断機及び溶解
施設の溶解槽，よう素追出し槽等から発生する廃ガスを処理することが可
能な処理能力を有する設計とする。

機能要求①
機能要求②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図）

機能要求②は，上記設備の排風機とする。

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

25

せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，せん断処理施設のせん断機及び溶解
施設の溶解槽，よう素追出し槽等から発生する廃ガスを凝縮器で冷却した
後，溶解施設のエンドピース酸洗浄槽，硝酸調整槽及び硝酸供給槽から発
生する廃ガスとともに，NOx吸収塔でのNOxの回収及び放射性物質の除去，
ミストフィルタでのろ過，加熱器での加熱，高性能粒子フィルタでのろ過
及びよう素フィルタでのよう素の除去を組み合わせて処理し，排風機で前
処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の排風機下流へ移送する設計とする。

設置要求
機能要求①

せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

26
せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構成する凝縮器は，多管式を使用し，
廃ガスを冷却して除湿することにより，廃ガス中のトリチウムを除去する
とともに，廃ガス中のNOxを回収する設計とする。

機能要求①
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
凝縮器の放射性物質の除去効率について説明す
る。

－ － － － －

27
せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構成するNOx吸収塔は，充てん塔を使
用し，廃ガス中に含まれるNOxを回収するとともに，廃ガス中に含まれる
放射性エアロゾルを除去する設計とする。

機能要求①
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
NOx吸収塔の放射性物質の除去効率について説明
する。

－ － － － －

28
せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構成するよう素追出し塔は，充てん塔
を使用し，NOx吸収塔で回収した硝酸中に含まれるよう素を廃ガス中に追
い出す設計とする。

機能要求①
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

29
せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構成するミストフィルタは，ろ材にガ
ラス繊維を使用し，廃ガス中に含まれる放射性エアロゾルを除去する設計
とする。

機能要求①
機能要求②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図）
ミストフィルタ

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
ミストフィルタの放射性物質の除去効率について
説明する。

－ － － － －

30
せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構成する加熱器は，電気ヒータを使用
し，廃ガスを加熱して相対湿度を下げるとともに，下流のよう素除去に適
切な温度にする設計とする。

機能要求①
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図）

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

31
せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構成する高性能粒子フィルタは，ろ材
にガラス繊維を使用し，よう素フィルタの前後に設置し，廃ガス中に含ま
れる放射性エアロゾルを除去する設計とする。

機能要求①
機能要求②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図）
高性能粒子フィルタ

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
高性能粒子フィルタの放射性物質の除去効率につ
いて説明する。

－ － － － －

32
せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構成するよう素フィルタは，ろ材に銀
系吸着材を使用し，廃ガス中に含まれるよう素を除去する設計とする。

機能要求①
機能要求②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図）
よう素フィルタ

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
よう素フィルタの放射性物質の除去効率について
説明する。

－ － － － －

558



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十四条 廃棄施設）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

20

気体廃棄物の廃棄施設の排気は，放射性物質の濃度を監視しながら主排気
筒，北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋換気筒並びにハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋
換気筒）及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口から排出する設計と
する。

設置要求
機能要求①

気体廃棄物の廃棄施設
（許可文中、第7.2-1表～30表、第7.2-2図～36
図）

基本方針

21

気体廃棄物の廃棄施設は，フィルタを設置する設計とするとともに，差圧
を測定し，適切にフィルタの交換を行う設計とする。また，取替えに必要
な空間を設けるとともに，保守性を考慮した構造とすることにより，取替
えが容易な設計とする。

機能要求①
気体廃棄物の廃棄施設
（許可文中、第7.2-1表～30表、第7.2-2図～36
図）

基本方針

22

5.1.1 せん断処理・溶解廃ガス処理設備

せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，せん断処理施設のせん断機，溶解施
設の溶解槽等から発生する廃ガス中のNOx及び放射性物質を除去するとと
もに，せん断機，溶解槽等の機器内部を負圧に維持する設計とする。

設置要求
機能要求①

せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図）

基本方針

23
せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，せん断処理施設のせん断機，溶解施
設の溶解槽等から発生する廃ガスによる環境への放射性物質の放出量を，
合理的に達成できる限り低くする設計とする。

機能要求①
機能要求②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図）

機能要求②は，上記設備のミストフィルタ，高性
能粒子フィルタ，よう素フィルタとする。

基本方針

24
せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，せん断処理施設のせん断機及び溶解
施設の溶解槽，よう素追出し槽等から発生する廃ガスを処理することが可
能な処理能力を有する設計とする。

機能要求①
機能要求②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図）

機能要求②は，上記設備の排風機とする。

基本方針

25

せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，せん断処理施設のせん断機及び溶解
施設の溶解槽，よう素追出し槽等から発生する廃ガスを凝縮器で冷却した
後，溶解施設のエンドピース酸洗浄槽，硝酸調整槽及び硝酸供給槽から発
生する廃ガスとともに，NOx吸収塔でのNOxの回収及び放射性物質の除去，
ミストフィルタでのろ過，加熱器での加熱，高性能粒子フィルタでのろ過
及びよう素フィルタでのよう素の除去を組み合わせて処理し，排風機で前
処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の排風機下流へ移送する設計とする。

設置要求
機能要求①

せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図）

基本方針

26
せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構成する凝縮器は，多管式を使用し，
廃ガスを冷却して除湿することにより，廃ガス中のトリチウムを除去する
とともに，廃ガス中のNOxを回収する設計とする。

機能要求①
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図）

基本方針

27
せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構成するNOx吸収塔は，充てん塔を使
用し，廃ガス中に含まれるNOxを回収するとともに，廃ガス中に含まれる
放射性エアロゾルを除去する設計とする。

機能要求①
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図）

基本方針

28
せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構成するよう素追出し塔は，充てん塔
を使用し，NOx吸収塔で回収した硝酸中に含まれるよう素を廃ガス中に追
い出す設計とする。

機能要求①
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図）

基本方針

29
せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構成するミストフィルタは，ろ材にガ
ラス繊維を使用し，廃ガス中に含まれる放射性エアロゾルを除去する設計
とする。

機能要求①
機能要求②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図）
ミストフィルタ

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

30
せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構成する加熱器は，電気ヒータを使用
し，廃ガスを加熱して相対湿度を下げるとともに，下流のよう素除去に適
切な温度にする設計とする。

機能要求①
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図）

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

31
せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構成する高性能粒子フィルタは，ろ材
にガラス繊維を使用し，よう素フィルタの前後に設置し，廃ガス中に含ま
れる放射性エアロゾルを除去する設計とする。

機能要求①
機能要求②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図）
高性能粒子フィルタ

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

32
せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構成するよう素フィルタは，ろ材に銀
系吸着材を使用し，廃ガス中に含まれるよう素を除去する設計とする。

機能要求①
機能要求②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図）
よう素フィルタ

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ 基本方針 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 －
＜ファン＞
・容量

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 －
＜ファン＞
・容量

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
凝縮器の放射性物質の除去効率について説明す
る。

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
NOx吸収塔の放射性物質の除去効率について説明
する。

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 －
＜フィルタ＞
・除去効率

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
ミストフィルタの放射性物質の除去効率について
説明する。

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 －
＜フィルタ＞
・除去効率

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
高性能粒子フィルタの放射性物質の除去効率につ
いて説明する。

△ － 基本方針 －
＜フィルタ＞
・除去効率

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
よう素フィルタの放射性物質の除去効率について
説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十四条 廃棄施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

33
せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構成する排風機は，せん断処理施設の
せん断機及び溶解施設の溶解槽，よう素追出し槽等の負圧を維持するとと
もに，廃ガスを主排気筒へ移送する設計とする。

機能要求①
機能要求②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図）

機能要求②は，上記設備の排風機とする。

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

34

5.1.2 塔槽類廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理設備は，前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，分離建屋塔
槽類廃ガス処理設備，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備，ウラン脱硝建屋塔
槽類廃ガス処理設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処
理設備，高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備，低レベル廃
液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス
処理設備，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備,ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備及び分析
建屋塔槽類廃ガス処理設備で構成する。
塔槽類廃ガス処理設備は，再処理設備本体，放射性廃棄物の廃棄施設等の
塔槽類から発生する廃ガス中に含まれるNOx及び放射性物質を除去すると
ともに，それらの塔槽類の内部を負圧に維持できる設計とする。

設置要求
機能要求①

塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-2表～12表、第7.2-5図～15
図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

35
塔槽類廃ガス処理設備は，塔槽類廃ガスによる環境への放射性物質の放出
量を，合理的に達成できる限り低くする設計とする。

機能要求①
機能要求②

塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-2表～12表、第7.2-5図～15
図）

機能要求②は，上記設備の高性能粒子フィルタ及
びよう素フィルタ塔とする。

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

36
塔槽類廃ガス処理設備は，各施設の塔槽類から発生する廃ガスを処理する
ことが可能な能力を有する設計とする。

機能要求①
機能要求②

塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-2表～12表、第7.2-5図～15
図）

機能要求②は，上記設備の排風機とする

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

37
塔槽類廃ガス処理設備を構成するスプレイ塔は，耐火物を内張し，水を噴
霧することにより，廃ガス温度を下げる設計とする。

機能要求①
塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-2表～12表、第7.2-5図～15
図）

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

38
塔槽類廃ガス処理設備を構成する廃ガス洗浄塔は，棚段塔又は充てん塔を
使用し，廃ガス中に含まれる放射性物質を除去するとともに，必要に応じ
て廃ガスの温度を下げる設計とする。

機能要求①
塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-2表～12表、第7.2-5図～15
図）

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

39
塔槽類廃ガス処理設備を構成する凝縮器は，多管式熱交換器等を使用し，
廃ガスを冷却して除湿することにより，廃ガス中のトリチウムを除去する
とともに，廃ガス中に含まれる放射性物質を除去する設計とする。

機能要求①
塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-2表～12表、第7.2-5図～15
図）

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
凝縮器の放射性物質除の去効率について説明す
る。

－ － － － －

40
塔槽類廃ガス処理設備を構成するデミスタは，多層板構造のエレメント等
を使用し，廃ガス中に含まれる放射性エアロゾルを除去する設計とする。

機能要求①
塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-2表～12表、第7.2-5図～15
図）

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
デミスタの放射性物質の除去効率について説明す
る。

－ － － － －

41
塔槽類廃ガス処理設備を構成する高性能粒子フィルタは，ろ材にガラス繊
維を使用し，廃ガス中に含まれる放射性エアロゾルを除去する設計とす
る。

機能要求②
塔槽類廃ガス処理設備
高性能粒子フィルタ

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
高性能粒子フィルタの放射性物質の除去効率につ
いて説明する。

－ － － － －

42
塔槽類廃ガス処理設備を構成する加熱器は，電気ヒータを使用し，廃ガス
を加熱して相対湿度を下げるとともに，下流のよう素除去に適切な温度に
する設計とする。

機能要求①
塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-2表～12表、第7.2-5図～15
図）

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

43
塔槽類廃ガス処理設備を構成するよう素フィルタは，ろ材に銀系吸着材を
使用し，よう素を除去する設計とする。

機能要求②
塔槽類廃ガス処理設備
よう素フィルタ

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
よう素フィルタの放射性物質の除去効率について
説明する。

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

33
せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構成する排風機は，せん断処理施設の
せん断機及び溶解施設の溶解槽，よう素追出し槽等の負圧を維持するとと
もに，廃ガスを主排気筒へ移送する設計とする。

機能要求①
機能要求②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図）

機能要求②は，上記設備の排風機とする。

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

34

5.1.2 塔槽類廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理設備は，前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，分離建屋塔
槽類廃ガス処理設備，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備，ウラン脱硝建屋塔
槽類廃ガス処理設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処
理設備，高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備，低レベル廃
液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス
処理設備，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備,ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備及び分析
建屋塔槽類廃ガス処理設備で構成する。
塔槽類廃ガス処理設備は，再処理設備本体，放射性廃棄物の廃棄施設等の
塔槽類から発生する廃ガス中に含まれるNOx及び放射性物質を除去すると
ともに，それらの塔槽類の内部を負圧に維持できる設計とする。

設置要求
機能要求①

塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-2表～12表、第7.2-5図～15
図）

基本方針

35
塔槽類廃ガス処理設備は，塔槽類廃ガスによる環境への放射性物質の放出
量を，合理的に達成できる限り低くする設計とする。

機能要求①
機能要求②

塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-2表～12表、第7.2-5図～15
図）

機能要求②は，上記設備の高性能粒子フィルタ及
びよう素フィルタ塔とする。

基本方針

36
塔槽類廃ガス処理設備は，各施設の塔槽類から発生する廃ガスを処理する
ことが可能な能力を有する設計とする。

機能要求①
機能要求②

塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-2表～12表、第7.2-5図～15
図）

機能要求②は，上記設備の排風機とする

基本方針

37
塔槽類廃ガス処理設備を構成するスプレイ塔は，耐火物を内張し，水を噴
霧することにより，廃ガス温度を下げる設計とする。

機能要求①
塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-2表～12表、第7.2-5図～15
図）

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

38
塔槽類廃ガス処理設備を構成する廃ガス洗浄塔は，棚段塔又は充てん塔を
使用し，廃ガス中に含まれる放射性物質を除去するとともに，必要に応じ
て廃ガスの温度を下げる設計とする。

機能要求①
塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-2表～12表、第7.2-5図～15
図）

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

39
塔槽類廃ガス処理設備を構成する凝縮器は，多管式熱交換器等を使用し，
廃ガスを冷却して除湿することにより，廃ガス中のトリチウムを除去する
とともに，廃ガス中に含まれる放射性物質を除去する設計とする。

機能要求①
塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-2表～12表、第7.2-5図～15
図）

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

40
塔槽類廃ガス処理設備を構成するデミスタは，多層板構造のエレメント等
を使用し，廃ガス中に含まれる放射性エアロゾルを除去する設計とする。

機能要求①
塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-2表～12表、第7.2-5図～15
図）

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

41
塔槽類廃ガス処理設備を構成する高性能粒子フィルタは，ろ材にガラス繊
維を使用し，廃ガス中に含まれる放射性エアロゾルを除去する設計とす
る。

機能要求②
塔槽類廃ガス処理設備
高性能粒子フィルタ

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

42
塔槽類廃ガス処理設備を構成する加熱器は，電気ヒータを使用し，廃ガス
を加熱して相対湿度を下げるとともに，下流のよう素除去に適切な温度に
する設計とする。

機能要求①
塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-2表～12表、第7.2-5図～15
図）

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

43
塔槽類廃ガス処理設備を構成するよう素フィルタは，ろ材に銀系吸着材を
使用し，よう素を除去する設計とする。

機能要求②
塔槽類廃ガス処理設備
よう素フィルタ

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ － 基本方針 －
＜ファン＞
・容量

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 －
＜フィルタ＞
・効率

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 －
＜ファン＞
・容量

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
凝縮器の放射性物質除の去効率について説明す
る。

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
デミスタの放射性物質の除去効率について説明す
る。

△ － 基本方針 －
＜フィルタ＞
・効率

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
高性能粒子フィルタの放射性物質の除去効率につ
いて説明する。

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 －
＜フィルタ＞
・効率

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
よう素フィルタの放射性物質の除去効率について
説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十四条 廃棄施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

44
塔槽類廃ガス処理設備を構成する排風機は，塔槽類の負圧を維持するとと
もに，廃ガスを主排気筒又は北換気筒（ハル・エンドピース及び第1ガラ
ス固化体貯蔵建屋換気筒）へ移送する設計とする。

機能要求①
塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-2表～12表、第7.2-5図～15
図）

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

45

5.1.2.1 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備は，溶解施設の計量・調整槽等の前処理
建屋内に設置する塔槽類及び液体廃棄物の廃棄施設の不溶解残渣廃液一時
貯槽等の高レベル廃液ガラス固化建屋内に設置する塔槽類の一部から発生
する廃ガスを廃ガス洗浄塔で洗浄し，前処理建屋及び高レベル廃液ガラス
固化建屋内に設置する極低レベル塔槽類から発生する硝酸ミストを含む廃
ガスを極低レベル廃ガス洗浄塔で洗浄した後，前処理建屋内に設置する極
低レベル塔槽類から発生する硝酸ミストを含まない廃ガスと合流し，凝縮
器での冷却，デミスタでのミスト除去，高性能粒子フィルタでのろ過，加
熱器での加熱及びよう素フィルタでのよう素の除去を組み合わせて処理
し，排風機で主排気筒へ移送する設計とする。

設置要求 基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

46
5.1.2.2 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備は，塔槽類廃ガス処理系及びパルセータ廃
ガス処理系で構成する。

設置要求
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-3表、第7.2-6図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

47

5.1.2.2.1 塔槽類廃ガス処理系
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系は，分離施設の溶解
液中間貯槽等，酸及び溶媒の回収施設の第1酸回収系の第1供給槽等，液体
廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液供給槽等の分離建屋内に設置する塔槽類
から発生する廃ガスを廃ガス洗浄塔で洗浄し，分離建屋内に設置する極低
レベル塔槽類から発生する廃ガスを極低レベル廃ガス洗浄塔で洗浄した
後，凝縮器での冷却，デミスタでのミスト除去，高性能粒子フィルタでの
ろ過，加熱器での加熱及びよう素フィルタでのよう素の除去を組み合わせ
て処理し，排風機で主排気筒へ移送する設計とする。

設置要求
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処
理系）
（許可文中、第7.2-3表、第7.2-6図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

48

5.1.2.2.2 パルセータ廃ガス処理系
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備のパルセータ廃ガス処理系は，分離施設の
パルスカラムのパルセータから発生する廃ガスを高性能粒子フィルタでろ
過し，排風機で主排気筒へ移送する設計とする。

設置要求
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備（パルセータ廃ガ
ス処理系）
（許可文中、第7.2-3表、第7.2-6図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

49

5.1.2.3 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備は，塔槽類廃ガス処理系（ウラン系及びプ
ルトニウム系），パルセータ廃ガス処理系及び溶媒処理廃ガス処理系で構
成する。

設置要求
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-4表、第7.2-7(1)図、第7.2-
7(2)図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

50

5.1.2.3.1 塔槽類廃ガス処理系（ウラン系）
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（ウラン系）は，精
製施設のウラン濃縮液第1中間貯槽等の精製建屋内に設置する塔槽類から
発生する廃ガス及び精製建屋内に設置する極低レベル塔槽類から発生する
硝酸ミストを含む廃ガスを廃ガス洗浄塔で洗浄した後，精製建屋内に設置
する極低レベル塔槽類から発生する硝酸ミストを含まない廃ガスと合流
し，凝縮器での冷却，デミスタでのミスト除去及び高性能粒子フィルタで
のろ過を組み合わせて処理し，排風機で主排気筒へ移送する設計とする。

設置要求
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処
理系（ウラン系））
（許可文中、第7.2-4表、第7.2-7(1)図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

51

5.1.2.3.2 塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）
は，精製施設の第1酸化塔等から発生する廃ガスをNOx廃ガス洗浄塔で洗浄
した後，精製施設のプルトニウム濃縮缶供給槽等の精製建屋内に設置する
塔槽類から発生する廃ガスとともに，廃ガス洗浄塔で洗浄し，凝縮器での
冷却，デミスタでのミスト除去をした後，溶媒処理廃ガス処理系からの廃
ガスと合流し，高性能粒子フィルタでのろ過，加熱器での加熱及びよう素
フィルタでのよう素の除去を組み合わせて処理し，排風機で主排気筒へ移
送する設計とする。

設置要求
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処
理系（プルトニウム系））
（許可文中、第7.2-4表、第7.2-7(1)図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

52

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）
の高性能粒子フィルタは，万一プルトニウム濃縮缶でＴＢＰ等の錯体の急
激な分解反応が発生した場合にも高性能粒子フィルタの機能に支障をきた
すことはなく、気体中に含まれる放射性エアロゾルを除去した後，主排気
筒を介して放出できる設計とする。

機能要求①
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処
理系（プルトニウム系））
（許可文中、第7.2-4表、第7.2-7(1)図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

53

5.1.2.3.3 パルセータ廃ガス処理系
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備のパルセータ廃ガス処理系は，精製施設の
パルスカラムのパルセータから発生する廃ガスを高性能粒子フィルタでろ
過し，排風機で主排気筒へ移送する設計とする。

設置要求
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備（パルセータ廃ガ
ス処理系）
（許可文中、第7.2-4表、第7.2-7(2)図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

54

5.1.2.3.4 溶媒処理廃ガス処理系
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の溶媒処理廃ガス処理系は，酸及び溶媒の
回収施設の溶媒回収設備の第1蒸発缶等から発生する廃ガスを真空ポンプ
を用い，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の高性能粒子フィルタへ
移送する設計とする。

設置要求
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備（溶媒処理廃ガス
処理系）
（許可文中、第7.2-4表、第7.2-7(2)図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

55

5.1.2.4 ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備
ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備は，脱硝施設の脱硝塔から発生する
廃ガスを凝縮器で冷却及び廃ガス洗浄塔で洗浄し，脱硝施設の硝酸ウラニ
ル貯槽，濃縮液受槽等のウラン脱硝建屋内に設置する塔槽類から発生する
廃ガスとともに，廃ガス洗浄塔での洗浄及び高性能粒子フィルタでのろ過
を組み合わせて処理した後，排風機で主排気筒へ移送する設計とする。

設置要求
ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-5表、第7.2-8図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十四条 廃棄施設）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

44
塔槽類廃ガス処理設備を構成する排風機は，塔槽類の負圧を維持するとと
もに，廃ガスを主排気筒又は北換気筒（ハル・エンドピース及び第1ガラ
ス固化体貯蔵建屋換気筒）へ移送する設計とする。

機能要求①
塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-2表～12表、第7.2-5図～15
図）

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

45

5.1.2.1 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備は，溶解施設の計量・調整槽等の前処理
建屋内に設置する塔槽類及び液体廃棄物の廃棄施設の不溶解残渣廃液一時
貯槽等の高レベル廃液ガラス固化建屋内に設置する塔槽類の一部から発生
する廃ガスを廃ガス洗浄塔で洗浄し，前処理建屋及び高レベル廃液ガラス
固化建屋内に設置する極低レベル塔槽類から発生する硝酸ミストを含む廃
ガスを極低レベル廃ガス洗浄塔で洗浄した後，前処理建屋内に設置する極
低レベル塔槽類から発生する硝酸ミストを含まない廃ガスと合流し，凝縮
器での冷却，デミスタでのミスト除去，高性能粒子フィルタでのろ過，加
熱器での加熱及びよう素フィルタでのよう素の除去を組み合わせて処理
し，排風機で主排気筒へ移送する設計とする。

設置要求 基本方針

46
5.1.2.2 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備は，塔槽類廃ガス処理系及びパルセータ廃
ガス処理系で構成する。

設置要求
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-3表、第7.2-6図）

基本方針

47

5.1.2.2.1 塔槽類廃ガス処理系
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系は，分離施設の溶解
液中間貯槽等，酸及び溶媒の回収施設の第1酸回収系の第1供給槽等，液体
廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液供給槽等の分離建屋内に設置する塔槽類
から発生する廃ガスを廃ガス洗浄塔で洗浄し，分離建屋内に設置する極低
レベル塔槽類から発生する廃ガスを極低レベル廃ガス洗浄塔で洗浄した
後，凝縮器での冷却，デミスタでのミスト除去，高性能粒子フィルタでの
ろ過，加熱器での加熱及びよう素フィルタでのよう素の除去を組み合わせ
て処理し，排風機で主排気筒へ移送する設計とする。

設置要求
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処
理系）
（許可文中、第7.2-3表、第7.2-6図）

基本方針

48

5.1.2.2.2 パルセータ廃ガス処理系
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備のパルセータ廃ガス処理系は，分離施設の
パルスカラムのパルセータから発生する廃ガスを高性能粒子フィルタでろ
過し，排風機で主排気筒へ移送する設計とする。

設置要求
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備（パルセータ廃ガ
ス処理系）
（許可文中、第7.2-3表、第7.2-6図）

基本方針

49

5.1.2.3 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備は，塔槽類廃ガス処理系（ウラン系及びプ
ルトニウム系），パルセータ廃ガス処理系及び溶媒処理廃ガス処理系で構
成する。

設置要求
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-4表、第7.2-7(1)図、第7.2-
7(2)図）

基本方針

50

5.1.2.3.1 塔槽類廃ガス処理系（ウラン系）
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（ウラン系）は，精
製施設のウラン濃縮液第1中間貯槽等の精製建屋内に設置する塔槽類から
発生する廃ガス及び精製建屋内に設置する極低レベル塔槽類から発生する
硝酸ミストを含む廃ガスを廃ガス洗浄塔で洗浄した後，精製建屋内に設置
する極低レベル塔槽類から発生する硝酸ミストを含まない廃ガスと合流
し，凝縮器での冷却，デミスタでのミスト除去及び高性能粒子フィルタで
のろ過を組み合わせて処理し，排風機で主排気筒へ移送する設計とする。

設置要求
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処
理系（ウラン系））
（許可文中、第7.2-4表、第7.2-7(1)図）

基本方針

51

5.1.2.3.2 塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）
は，精製施設の第1酸化塔等から発生する廃ガスをNOx廃ガス洗浄塔で洗浄
した後，精製施設のプルトニウム濃縮缶供給槽等の精製建屋内に設置する
塔槽類から発生する廃ガスとともに，廃ガス洗浄塔で洗浄し，凝縮器での
冷却，デミスタでのミスト除去をした後，溶媒処理廃ガス処理系からの廃
ガスと合流し，高性能粒子フィルタでのろ過，加熱器での加熱及びよう素
フィルタでのよう素の除去を組み合わせて処理し，排風機で主排気筒へ移
送する設計とする。

設置要求
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処
理系（プルトニウム系））
（許可文中、第7.2-4表、第7.2-7(1)図）

基本方針

52

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）
の高性能粒子フィルタは，万一プルトニウム濃縮缶でＴＢＰ等の錯体の急
激な分解反応が発生した場合にも高性能粒子フィルタの機能に支障をきた
すことはなく、気体中に含まれる放射性エアロゾルを除去した後，主排気
筒を介して放出できる設計とする。

機能要求①
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処
理系（プルトニウム系））
（許可文中、第7.2-4表、第7.2-7(1)図）

基本方針

53

5.1.2.3.3 パルセータ廃ガス処理系
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備のパルセータ廃ガス処理系は，精製施設の
パルスカラムのパルセータから発生する廃ガスを高性能粒子フィルタでろ
過し，排風機で主排気筒へ移送する設計とする。

設置要求
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備（パルセータ廃ガ
ス処理系）
（許可文中、第7.2-4表、第7.2-7(2)図）

基本方針

54

5.1.2.3.4 溶媒処理廃ガス処理系
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の溶媒処理廃ガス処理系は，酸及び溶媒の
回収施設の溶媒回収設備の第1蒸発缶等から発生する廃ガスを真空ポンプ
を用い，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の高性能粒子フィルタへ
移送する設計とする。

設置要求
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備（溶媒処理廃ガス
処理系）
（許可文中、第7.2-4表、第7.2-7(2)図）

基本方針

55

5.1.2.4 ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備
ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備は，脱硝施設の脱硝塔から発生する
廃ガスを凝縮器で冷却及び廃ガス洗浄塔で洗浄し，脱硝施設の硝酸ウラニ
ル貯槽，濃縮液受槽等のウラン脱硝建屋内に設置する塔槽類から発生する
廃ガスとともに，廃ガス洗浄塔での洗浄及び高性能粒子フィルタでのろ過
を組み合わせて処理した後，排風機で主排気筒へ移送する設計とする。

設置要求
ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-5表、第7.2-8図）

基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ 基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十四条 廃棄施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

56

また，ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備は，廃ガス中のNOx回収のた
め，凝縮器で冷却した廃ガスをその他再処理設備の附属施設の化学薬品貯
蔵供給設備の化学薬品貯蔵供給系へ移送できる設計とするとともに，移送
した廃ガスを化学薬品貯蔵供給系から廃ガス洗浄塔に受け入れできる設計
とする。

設置要求
ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-5表、第7.2-8図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

57

5.1.2.5 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備は，脱硝施設の
脱硝装置から発生する廃ガスを凝縮器で冷却し，脱硝施設の硝酸プルトニ
ウム貯槽，混合槽等のウラン・プルトニウム混合脱硝建屋内に設置する塔
槽類から発生する廃ガスとともに廃ガス洗浄塔で洗浄した後，脱硝施設の
焙焼炉，還元炉から発生する廃ガスとともに，廃ガス洗浄塔での洗浄，高
性能粒子フィルタでのろ過，加熱器での加熱及びよう素フィルタでのよう
素の除去を組み合わせて処理し，排風機で主排気筒へ移送する設計とす
る。

設置要求
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス
処理設備
（許可文中、第7.2-6表、第7.2-9図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

58
5.1.2.6 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備は，高レベル濃縮廃液
廃ガス処理系及び不溶解残渣廃液廃ガス処理系で構成する。

設置要求

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設
備
（許可文中、第7.2-7表、第7.2-8表、第7.2-10
図、第7.2-11図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

59

5.1.2.6.1 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の高レベル濃縮廃液廃
ガス処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル濃縮廃液貯槽，固体廃棄
物の廃棄施設の高レベル廃液混合槽等の高レベル廃液ガラス固化建屋内に
設置する塔槽類から発生する廃ガスを廃ガス洗浄塔での洗浄・冷却，凝縮
器での冷却，デミスタでのミスト除去，高性能粒子フィルタでのろ過，加
熱器での加熱及びよう素フィルタでのよう素の除去を組み合わせて処理
し，排風機で主排気筒へ移送する設計とする。

設置要求
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設
備（高レベル濃縮廃液廃ガス処理系）
（許可文中、第7.2-7表、第7.2-10図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

60

5.1.2.6.2 不溶解残渣廃液廃ガス処理系
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の不溶解残渣廃液廃ガ
ス処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の不溶解残渣廃液貯槽，固体廃棄物の
廃棄施設のアルカリ濃縮廃液中和槽等の高レベル廃液ガラス固化建屋内に
設置する塔槽類から発生する廃ガスを廃ガス洗浄塔での洗浄・冷却，凝縮
器での冷却，デミスタでのミスト除去，高性能粒子フィルタでのろ過，加
熱器での加熱及びよう素フィルタでのよう素の除去を組み合わせて処理
し，排風機で主排気筒へ移送する設計とする。

設置要求
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設
備（不溶解残渣廃液廃ガス処理系）
（許可文中、第7.2-7表、第7.2-10図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

61

5.1.2.7 低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備は，液体廃棄物の廃棄施設の
第1放出前貯槽等の低レベル廃液処理建屋内に設置する塔槽類から発生す
る廃ガスを廃ガス洗浄塔で洗浄した後，凝縮器での冷却，デミスタでのミ
スト除去及び高性能粒子フィルタでのろ過を組み合わせて処理し，排風機
で主排気筒へ移送する設計とする。

設置要求
低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-8表、第7.2-11図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

62

5.1.2.8 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備は，低レベル濃縮廃液処理
廃ガス処理系，廃溶媒処理廃ガス処理系，雑固体廃棄物焼却処理廃ガス処
理系及び塔槽類廃ガス処理系で構成する。

設置要求
低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-9表～12表、第7.2-12図～15
図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

63

5.1.2.8.1 低レベル濃縮廃液処理廃ガス処理系
低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の低レベル濃縮廃液処理廃
ガス処理系は，固体廃棄物の廃棄施設の乾燥装置から発生する廃ガスを凝
縮器での冷却，廃ガス洗浄塔での洗浄・冷却，高性能粒子フィルタでのろ
過，加熱器での加熱及びよう素フィルタでのよう素の除去を組み合わせて
処理し，排風機で低レベル廃棄物処理建屋換気設備の建屋排風機Ⅲ下流へ
移送する設計とする。

設置要求
低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
（低レベル濃縮廃液処理廃ガス処理系）
（許可文中、第7.2-9表、第7.2-12図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

64

5.1.2.8.2 廃溶媒処理廃ガス処理系
低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の廃溶媒処理廃ガス処理系
は，固体廃棄物の廃棄施設の熱分解装置からの可燃性ガスを燃焼する燃焼
装置から発生する廃ガスをスプレイ塔での冷却，廃ガス洗浄塔での洗浄・
冷却，凝縮器での冷却，高性能粒子フィルタでのろ過，加熱器での加熱及
びよう素フィルタでのよう素の除去を組み合わせて処理し，排風機で低レ
ベル廃棄物処理建屋換気設備の建屋排風機Ⅲ下流へ移送する設計とする。

設置要求
低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
（廃溶媒処理廃ガス処理系）
（許可文中、第7.2-9表、第7.2-12図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

65

5.1.2.8.3 雑固体廃棄物焼却処理廃ガス処理系
低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の雑固体廃棄物焼却処理廃
ガス処理系は，固体廃棄物の廃棄施設の焼却装置からセラミックフィルタ
を経て発生する廃ガスをスプレイ塔での冷却，廃ガス洗浄塔での洗浄・冷
却，凝縮器での冷却及び高性能粒子フィルタでのろ過を組み合わせて処理
し，主排風機で低レベル廃棄物処理建屋換気設備の建屋排風機Ⅲ下流へ移
送する設計とする。

設置要求
低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
（雑固体廃棄物焼却処理廃ガス処理系）
（許可文中、第7.2-9表、第7.2-12図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

66

5.1.2.8.4 塔槽類廃ガス処理系
低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系は，
低レベル廃棄物処理建屋内に設置する塔槽類から発生する廃ガスを高性能
粒子フィルタでろ過し，排風機で低レベル廃棄物処理建屋換気設備の建屋
排風機Ⅲ下流へ移送する設計とする。

設置要求
低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
（塔槽類廃ガス処理系）
（許可文中、第7.2-9表、第7.2-12図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

67

5.1.2.9 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス
処理設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
は，固体廃棄物の廃棄施設の廃樹脂貯槽等のチャンネルボックス・バーナ
ブルポイズン処理建屋内に設置する塔槽類及び第2切断装置から発生する
廃ガスを高性能粒子フィルタでろ過し，排風機でチャンネルボックス・
バーナブルポイズン処理建屋換気設備の建屋排風機Ⅱ下流へ移送する設計
とする。

設置要求
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-10表、第7.2-13図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

68

5.1.2.10　ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備
ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備は，固体廃棄物の廃棄
施設の廃樹脂貯槽等のハル・エンドピース貯蔵建屋内に設置する塔槽類か
ら発生する廃ガスを高性能粒子フィルタでろ過した後，排風機でハル・エ
ンドピース貯蔵建屋換気設備の排風機下流へ移送する設計とする。

設置要求
ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設
備
（許可文中、第7.2-11表、第7.2-14図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

564
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56

また，ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備は，廃ガス中のNOx回収のた
め，凝縮器で冷却した廃ガスをその他再処理設備の附属施設の化学薬品貯
蔵供給設備の化学薬品貯蔵供給系へ移送できる設計とするとともに，移送
した廃ガスを化学薬品貯蔵供給系から廃ガス洗浄塔に受け入れできる設計
とする。

設置要求
ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-5表、第7.2-8図）

基本方針

57

5.1.2.5 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備は，脱硝施設の
脱硝装置から発生する廃ガスを凝縮器で冷却し，脱硝施設の硝酸プルトニ
ウム貯槽，混合槽等のウラン・プルトニウム混合脱硝建屋内に設置する塔
槽類から発生する廃ガスとともに廃ガス洗浄塔で洗浄した後，脱硝施設の
焙焼炉，還元炉から発生する廃ガスとともに，廃ガス洗浄塔での洗浄，高
性能粒子フィルタでのろ過，加熱器での加熱及びよう素フィルタでのよう
素の除去を組み合わせて処理し，排風機で主排気筒へ移送する設計とす
る。

設置要求
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス
処理設備
（許可文中、第7.2-6表、第7.2-9図）

基本方針

58
5.1.2.6 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備は，高レベル濃縮廃液
廃ガス処理系及び不溶解残渣廃液廃ガス処理系で構成する。

設置要求

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設
備
（許可文中、第7.2-7表、第7.2-8表、第7.2-10
図、第7.2-11図）

基本方針

59

5.1.2.6.1 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の高レベル濃縮廃液廃
ガス処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル濃縮廃液貯槽，固体廃棄
物の廃棄施設の高レベル廃液混合槽等の高レベル廃液ガラス固化建屋内に
設置する塔槽類から発生する廃ガスを廃ガス洗浄塔での洗浄・冷却，凝縮
器での冷却，デミスタでのミスト除去，高性能粒子フィルタでのろ過，加
熱器での加熱及びよう素フィルタでのよう素の除去を組み合わせて処理
し，排風機で主排気筒へ移送する設計とする。

設置要求
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設
備（高レベル濃縮廃液廃ガス処理系）
（許可文中、第7.2-7表、第7.2-10図）

基本方針

60

5.1.2.6.2 不溶解残渣廃液廃ガス処理系
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の不溶解残渣廃液廃ガ
ス処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の不溶解残渣廃液貯槽，固体廃棄物の
廃棄施設のアルカリ濃縮廃液中和槽等の高レベル廃液ガラス固化建屋内に
設置する塔槽類から発生する廃ガスを廃ガス洗浄塔での洗浄・冷却，凝縮
器での冷却，デミスタでのミスト除去，高性能粒子フィルタでのろ過，加
熱器での加熱及びよう素フィルタでのよう素の除去を組み合わせて処理
し，排風機で主排気筒へ移送する設計とする。

設置要求
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設
備（不溶解残渣廃液廃ガス処理系）
（許可文中、第7.2-7表、第7.2-10図）

基本方針
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5.1.2.7 低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備は，液体廃棄物の廃棄施設の
第1放出前貯槽等の低レベル廃液処理建屋内に設置する塔槽類から発生す
る廃ガスを廃ガス洗浄塔で洗浄した後，凝縮器での冷却，デミスタでのミ
スト除去及び高性能粒子フィルタでのろ過を組み合わせて処理し，排風機
で主排気筒へ移送する設計とする。

設置要求
低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-8表、第7.2-11図）

基本方針

62

5.1.2.8 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備は，低レベル濃縮廃液処理
廃ガス処理系，廃溶媒処理廃ガス処理系，雑固体廃棄物焼却処理廃ガス処
理系及び塔槽類廃ガス処理系で構成する。

設置要求
低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-9表～12表、第7.2-12図～15
図）

基本方針

63

5.1.2.8.1 低レベル濃縮廃液処理廃ガス処理系
低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の低レベル濃縮廃液処理廃
ガス処理系は，固体廃棄物の廃棄施設の乾燥装置から発生する廃ガスを凝
縮器での冷却，廃ガス洗浄塔での洗浄・冷却，高性能粒子フィルタでのろ
過，加熱器での加熱及びよう素フィルタでのよう素の除去を組み合わせて
処理し，排風機で低レベル廃棄物処理建屋換気設備の建屋排風機Ⅲ下流へ
移送する設計とする。

設置要求
低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
（低レベル濃縮廃液処理廃ガス処理系）
（許可文中、第7.2-9表、第7.2-12図）

基本方針

64

5.1.2.8.2 廃溶媒処理廃ガス処理系
低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の廃溶媒処理廃ガス処理系
は，固体廃棄物の廃棄施設の熱分解装置からの可燃性ガスを燃焼する燃焼
装置から発生する廃ガスをスプレイ塔での冷却，廃ガス洗浄塔での洗浄・
冷却，凝縮器での冷却，高性能粒子フィルタでのろ過，加熱器での加熱及
びよう素フィルタでのよう素の除去を組み合わせて処理し，排風機で低レ
ベル廃棄物処理建屋換気設備の建屋排風機Ⅲ下流へ移送する設計とする。

設置要求
低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
（廃溶媒処理廃ガス処理系）
（許可文中、第7.2-9表、第7.2-12図）

基本方針

65

5.1.2.8.3 雑固体廃棄物焼却処理廃ガス処理系
低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の雑固体廃棄物焼却処理廃
ガス処理系は，固体廃棄物の廃棄施設の焼却装置からセラミックフィルタ
を経て発生する廃ガスをスプレイ塔での冷却，廃ガス洗浄塔での洗浄・冷
却，凝縮器での冷却及び高性能粒子フィルタでのろ過を組み合わせて処理
し，主排風機で低レベル廃棄物処理建屋換気設備の建屋排風機Ⅲ下流へ移
送する設計とする。

設置要求
低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
（雑固体廃棄物焼却処理廃ガス処理系）
（許可文中、第7.2-9表、第7.2-12図）

基本方針

66

5.1.2.8.4 塔槽類廃ガス処理系
低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系は，
低レベル廃棄物処理建屋内に設置する塔槽類から発生する廃ガスを高性能
粒子フィルタでろ過し，排風機で低レベル廃棄物処理建屋換気設備の建屋
排風機Ⅲ下流へ移送する設計とする。

設置要求
低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
（塔槽類廃ガス処理系）
（許可文中、第7.2-9表、第7.2-12図）

基本方針

67

5.1.2.9 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス
処理設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
は，固体廃棄物の廃棄施設の廃樹脂貯槽等のチャンネルボックス・バーナ
ブルポイズン処理建屋内に設置する塔槽類及び第2切断装置から発生する
廃ガスを高性能粒子フィルタでろ過し，排風機でチャンネルボックス・
バーナブルポイズン処理建屋換気設備の建屋排風機Ⅱ下流へ移送する設計
とする。

設置要求
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-10表、第7.2-13図）

基本方針
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5.1.2.10　ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備
ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備は，固体廃棄物の廃棄
施設の廃樹脂貯槽等のハル・エンドピース貯蔵建屋内に設置する塔槽類か
ら発生する廃ガスを高性能粒子フィルタでろ過した後，排風機でハル・エ
ンドピース貯蔵建屋換気設備の排風機下流へ移送する設計とする。

設置要求
ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設
備
（許可文中、第7.2-11表、第7.2-14図）

基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

565



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十四条 廃棄施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

69

5.1.2.11 分析建屋塔槽類廃ガス処理設備
分析建屋塔槽類廃ガス処理設備は，分析建屋に設置する塔槽類から発生す
る廃ガスを廃ガス洗浄塔で洗浄し，分析建屋内に設置する極低レベル塔槽
類から発生する硝酸ミストを含まない廃ガスと合流し，凝縮器での冷却，
デミスタでのミスト除去及び高性能粒子フィルタでのろ過を組み合わせて
処理した後，排風機で主排気筒へ移送する設計とする。

設置要求
分析建屋塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-12表、第7.2-15図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

70

5.1.3 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備は，固体廃棄物の廃棄施設のガラ
ス溶融炉から発生する廃ガス中のＮＯｘ及び放射性物質を除去するととも
に，ガラス溶融炉の内部を負圧に維持する設計とする。

設置要求
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

71
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備は，固体廃棄物の廃棄施設のガラ
ス溶融炉から発生する廃ガスによる環境への放射性物質の放出量を，合理
的に達成できる限り低くする設計とする。

機能要求②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）

機能要求②は，上記設備のミストフィルタ，高性
能粒子フィルタ，よう素フィルタ及びルテニウム
吸着塔とする。

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

72
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備は，固体廃棄物の廃棄施設のガラ
ス溶融炉から発生する廃ガスを処理することが可能な能力を有する設計と
する

機能要求②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）

機能要求②は，上記設備の排風機とする。

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

73

固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶融炉からの廃ガスは，廃ガス洗浄器での
洗浄・冷却，吸収塔での洗浄，凝縮器での冷却，ミストフィルタでのろ
過，ルテニウム吸着塔での揮発性ルテニウムの除去，高性能粒子フィルタ
でのろ過，加熱器での加熱及びよう素フィルタでのよう素の除去を組み合
わせて処理した後，高性能粒子フィルタでろ過し，排風機で高レベル廃液
ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の排風機下流へ移送する設計とす
る。

設置要求
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

74
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備で発生する廃ガス洗浄廃液は，廃
ガス洗浄液槽へ移送した後，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設
備へ移送する設計とする。

設置要求
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

75

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成する高レベル廃液ガラス固
化廃ガス処理設備の廃ガス洗浄器，吸収塔及び凝縮器は，その他再処理設
備の附属施設の安全冷却水系により冷水系を介して冷水を適切に供給し，
廃ガスの除熱をする設計とする。

設置要求
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

76
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成する廃ガス洗浄器は，充て
ん塔を使用し，廃ガスの温度を下げるとともに，廃ガス中に含まれる放射
性物質を除去する設計とする。

機能要求①
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
廃ガス洗浄器の放射性物質の除去効率について説
明する。

－ － － － －

77
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成する吸収塔は，棚段塔を使
用し，廃ガス中に含まれるNOxを回収するとともに，廃ガス中の放射性物
質を除去する設計とする。

機能要求①
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
吸収塔の放射性物質の除去効率について説明す
る。

－ － － － －

78
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成する凝縮器は，多管式熱交
換器を使用し，廃ガスを冷却して除湿し，トリチウムを除去する設計とす
る。

機能要求①
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
凝縮器の放射性物質の除去効率について説明す
る。

－ － － － －

79
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成するミストフィルタは，ろ
材にガラス繊維製フィルタを使用し,廃ガス中に含まれる放射性エアロゾ
ルを除去する設計とする。

機能要求②
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）
ミストフィルタ

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
ミストフィルタの放射性物質の除去効率について
説明する。

－ － － － －

80
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成するルテニウム吸着塔は，
シリカゲル吸着材を充てんし，廃ガス中に含まれる揮発性ルテニウムを除
去する設計とする。

機能要求②
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）
ルテニウム吸着塔

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-5 構造図
既設工認より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
ルテニウム吸着塔の放射性物質の除去効率につい
て説明する。

－ － － － －

81
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成する高性能粒子フィルタ
は，ろ材にガラス繊維を使用し，よう素フィルタの前後に設置し，廃ガス
中に含まれる放射性エアロゾルを除去する設計とする。

機能要求②
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）
高性能粒子フィルタ

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
る高性能粒子フィルタの放射性物質の除去効率に
ついて説明する。

－ － － － －
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69

5.1.2.11 分析建屋塔槽類廃ガス処理設備
分析建屋塔槽類廃ガス処理設備は，分析建屋に設置する塔槽類から発生す
る廃ガスを廃ガス洗浄塔で洗浄し，分析建屋内に設置する極低レベル塔槽
類から発生する硝酸ミストを含まない廃ガスと合流し，凝縮器での冷却，
デミスタでのミスト除去及び高性能粒子フィルタでのろ過を組み合わせて
処理した後，排風機で主排気筒へ移送する設計とする。

設置要求
分析建屋塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-12表、第7.2-15図）

基本方針

70

5.1.3 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備は，固体廃棄物の廃棄施設のガラ
ス溶融炉から発生する廃ガス中のＮＯｘ及び放射性物質を除去するととも
に，ガラス溶融炉の内部を負圧に維持する設計とする。

設置要求
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）

基本方針

71
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備は，固体廃棄物の廃棄施設のガラ
ス溶融炉から発生する廃ガスによる環境への放射性物質の放出量を，合理
的に達成できる限り低くする設計とする。

機能要求②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）

機能要求②は，上記設備のミストフィルタ，高性
能粒子フィルタ，よう素フィルタ及びルテニウム
吸着塔とする。

基本方針

72
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備は，固体廃棄物の廃棄施設のガラ
ス溶融炉から発生する廃ガスを処理することが可能な能力を有する設計と
する

機能要求②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）

機能要求②は，上記設備の排風機とする。

基本方針

73

固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶融炉からの廃ガスは，廃ガス洗浄器での
洗浄・冷却，吸収塔での洗浄，凝縮器での冷却，ミストフィルタでのろ
過，ルテニウム吸着塔での揮発性ルテニウムの除去，高性能粒子フィルタ
でのろ過，加熱器での加熱及びよう素フィルタでのよう素の除去を組み合
わせて処理した後，高性能粒子フィルタでろ過し，排風機で高レベル廃液
ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の排風機下流へ移送する設計とす
る。

設置要求
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）

基本方針

74
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備で発生する廃ガス洗浄廃液は，廃
ガス洗浄液槽へ移送した後，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設
備へ移送する設計とする。

設置要求
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）

基本方針

75

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成する高レベル廃液ガラス固
化廃ガス処理設備の廃ガス洗浄器，吸収塔及び凝縮器は，その他再処理設
備の附属施設の安全冷却水系により冷水系を介して冷水を適切に供給し，
廃ガスの除熱をする設計とする。

設置要求
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）

基本方針

76
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成する廃ガス洗浄器は，充て
ん塔を使用し，廃ガスの温度を下げるとともに，廃ガス中に含まれる放射
性物質を除去する設計とする。

機能要求①
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

77
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成する吸収塔は，棚段塔を使
用し，廃ガス中に含まれるNOxを回収するとともに，廃ガス中の放射性物
質を除去する設計とする。

機能要求①
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

78
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成する凝縮器は，多管式熱交
換器を使用し，廃ガスを冷却して除湿し，トリチウムを除去する設計とす
る。

機能要求①
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

79
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成するミストフィルタは，ろ
材にガラス繊維製フィルタを使用し,廃ガス中に含まれる放射性エアロゾ
ルを除去する設計とする。

機能要求②
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）
ミストフィルタ

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

80
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成するルテニウム吸着塔は，
シリカゲル吸着材を充てんし，廃ガス中に含まれる揮発性ルテニウムを除
去する設計とする。

機能要求②
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）
ルテニウム吸着塔

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

81
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成する高性能粒子フィルタ
は，ろ材にガラス繊維を使用し，よう素フィルタの前後に設置し，廃ガス
中に含まれる放射性エアロゾルを除去する設計とする。

機能要求②
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）
高性能粒子フィルタ

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 －

＜フィルタ＞
・効率

＜容器＞
・効率

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 －
＜ファン＞
・容量

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
廃ガス洗浄器の放射性物質の除去効率について説
明する。

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
吸収塔の放射性物質の除去効率について説明す
る。

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
凝縮器の放射性物質の除去効率について説明す
る。

△ － 基本方針 －
＜フィルタ＞
・効率

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
ミストフィルタの放射性物質の除去効率について
説明する。

△ － 基本方針 －
＜容器＞
・効率

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-5 構造図
既設工認より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
ルテニウム吸着塔の放射性物質の除去効率につい
て説明する。

△ － 基本方針 －
＜フィルタ＞
・効率

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
る高性能粒子フィルタの放射性物質の除去効率に
ついて説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十四条 廃棄施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

82
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成する加熱器は，電気ヒータ
を使用し，廃ガスを加熱して相対湿度を下げるとともに，下流のよう素除
去に適切な温度にする設計とする。

設置要求
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

83
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成するよう素フィルタは，ろ
材に銀系吸着材を使用し，廃ガス中に含まれるよう素を除去する設計とす
る。

機能要求②
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）
よう素フィルタ

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
よう素フィルタの放射性物質の除去効率について
説明する。

－ － － － －

84
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成する排風機は，固体廃棄物
の廃棄施設のガラス溶融炉及び塔槽類の負圧を維持するとともに，廃ガス
を主排気筒へ移送する設計とする。

設置要求
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

85

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成する廃ガス洗浄液槽は，廃
ガス洗浄器及び吸収塔からの洗浄廃液を受け入れ，廃ガス洗浄液槽に受け
入れた洗浄廃液については，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設
備へ移送する設計とする。

設置要求
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

86

5.1.5　主排気筒
主排気筒は，せん断処理・溶解廃ガス処理設備，塔槽類廃ガス処理設備及
び高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備で処理した気体状の放射性物質
を，換気設備の排気とともに大気へ放出するためのものであり，再処理施
設から放出される気体状の放射性物質のほぼ全量を放出する設計とする。

設置要求
主排気筒
（許可文中、第7.2-30表、第7.2-36図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

87
主排気筒は，放出する気体状の放射性物質に対し，十分な拡散効果を有す
る設計とする。

機能要求①
機能要求②

主排気筒
（許可文中、第7.2-30表、第7.2-36図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

88

5.2 液体廃棄物の廃棄施設

周辺環境に放出する放射性液体廃棄物による公衆の線量は，合理的に達成
できる限り低くする設計とする。廃液の放射性物質の濃度，性状及び廃液
に含まれる成分に応じてろ過，脱塩及び蒸発の処理を行う設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

89
周辺環境に放出する放射性液体廃棄物中の放射性物質の量及び濃度を確認
し，十分な拡散効果を有する海洋放出口から海洋に放出する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

90

液体廃棄物の廃棄施設は，分離施設等から発生する高レベル廃液を濃縮し
て貯蔵する高レベル廃液処理設備及び再処理施設の各施設から発生する低
レベル放射性廃液（以下「低レベル廃液」という。）を処理する低レベル
廃液処理設備で構成する。

設置要求
液体廃棄物の廃棄施設
（許可文中、第7.3-1表～3表、第7.3-1図、第
7.3-3図、第7.3-5図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

91
高レベル廃液処理設備は，分離建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に収
納する設計とする。

設置要求
高レベル廃液処理設備
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

92
低レベル廃液処理設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋及び低レベル
廃液処理建屋に収納する設計とする。

設置要求
高レベル廃液処理設備
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

93
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋は，地上2階，地下3階の建物とする設計
とする。

設置要求 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

94 低レベル廃液処理建屋は, 地上3階，地下2階の建物とする設計とする。 設置要求 低レベル廃液処理建屋 基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十四条 廃棄施設）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

82
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成する加熱器は，電気ヒータ
を使用し，廃ガスを加熱して相対湿度を下げるとともに，下流のよう素除
去に適切な温度にする設計とする。

設置要求
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

83
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成するよう素フィルタは，ろ
材に銀系吸着材を使用し，廃ガス中に含まれるよう素を除去する設計とす
る。

機能要求②
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）
よう素フィルタ

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

84
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成する排風機は，固体廃棄物
の廃棄施設のガラス溶融炉及び塔槽類の負圧を維持するとともに，廃ガス
を主排気筒へ移送する設計とする。

設置要求
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

85

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成する廃ガス洗浄液槽は，廃
ガス洗浄器及び吸収塔からの洗浄廃液を受け入れ，廃ガス洗浄液槽に受け
入れた洗浄廃液については，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設
備へ移送する設計とする。

設置要求
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

86

5.1.5　主排気筒
主排気筒は，せん断処理・溶解廃ガス処理設備，塔槽類廃ガス処理設備及
び高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備で処理した気体状の放射性物質
を，換気設備の排気とともに大気へ放出するためのものであり，再処理施
設から放出される気体状の放射性物質のほぼ全量を放出する設計とする。

設置要求
主排気筒
（許可文中、第7.2-30表、第7.2-36図）

基本方針

87
主排気筒は，放出する気体状の放射性物質に対し，十分な拡散効果を有す
る設計とする。

機能要求①
機能要求②

主排気筒
（許可文中、第7.2-30表、第7.2-36図）

基本方針

88

5.2 液体廃棄物の廃棄施設

周辺環境に放出する放射性液体廃棄物による公衆の線量は，合理的に達成
できる限り低くする設計とする。廃液の放射性物質の濃度，性状及び廃液
に含まれる成分に応じてろ過，脱塩及び蒸発の処理を行う設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

89
周辺環境に放出する放射性液体廃棄物中の放射性物質の量及び濃度を確認
し，十分な拡散効果を有する海洋放出口から海洋に放出する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

90

液体廃棄物の廃棄施設は，分離施設等から発生する高レベル廃液を濃縮し
て貯蔵する高レベル廃液処理設備及び再処理施設の各施設から発生する低
レベル放射性廃液（以下「低レベル廃液」という。）を処理する低レベル
廃液処理設備で構成する。

設置要求
液体廃棄物の廃棄施設
（許可文中、第7.3-1表～3表、第7.3-1図、第
7.3-3図、第7.3-5図）

基本方針

91
高レベル廃液処理設備は，分離建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に収
納する設計とする。

設置要求
高レベル廃液処理設備
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-1図）

基本方針

92
低レベル廃液処理設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋及び低レベル
廃液処理建屋に収納する設計とする。

設置要求
高レベル廃液処理設備
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-1図）

基本方針

93
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋は，地上2階，地下3階の建物とする設計
とする。

設置要求 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 基本方針

94 低レベル廃液処理建屋は, 地上3階，地下2階の建物とする設計とする。 設置要求 低レベル廃液処理建屋 基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 －
＜フィルタ＞
・効率

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
よう素フィルタの放射性物質の除去効率について
説明する。

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 －
＜建物・構築物
（排気筒）＞
・主要寸法

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ 基本方針 基本方針 基本方針 －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ 基本方針 基本方針 基本方針 －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ 基本方針 － － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 基本方針 －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十四条 廃棄施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

95

液体廃棄物の廃棄施設は，放射性廃棄物以外の廃棄物を廃棄する設備と区
別し，液体廃棄物を内包する容器又は管に放射性物質を含まない液体を導
く管を接続する場合には，液体廃棄物が放射性物質を含まない液体を導く
管へ逆流することを防止する設計とする。

機能要求①

液体廃棄物の廃棄施設
（許可文中、第7.3-1表～3表、第7.3-1図、第
7.3-3図、第7.3-5図）

基本方針
設計方針（逆流の防
止）

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込めの機能に関する
説明書
既設工認の系統構成(添付図面)から変更なし。

【逆流の防止の設計方針】
流体状の使用済燃料等を内包する容器又は管に使
用済燃料等を含まない流体を導く際の、逆流防止
に関する基本設計方針を説明する。

－ － － － －

96
低レベル廃液は，適切に処理し，放射性物質の量及び濃度を確認後，海洋
放出管の海洋放出口から海洋に放出する設計とする。

設置要求
機能要求①

液体廃棄物の廃棄施設
（許可文中、第7.3-1表～3表、第7.3-1図、第
7.3-3図、第7.3-5図）

基本方針
Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成(添付図面)から変更なし。

【廃棄施設の基本方針】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。
（系統図、配置図、構造図等）

－ － － － －

97

5.2.1 高レベル廃液処理設備

高レベル廃液処理設備は，高レベル廃液濃縮設備及び高レベル廃液貯蔵設
備で構成する。

設置要求
高レベル廃液処理設備
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

98

5.2.1.1 高レベル廃液濃縮設備
高レベル廃液濃縮設備は，高レベル廃液濃縮系及びアルカリ廃液濃縮系で
構成する。

設置要求
高レベル廃液濃縮設備
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

99

高レベル廃液濃縮設備の機器を収納するセルの床には，配管からのセルへ
の漏えいの拡大を防止するために，ステンレス鋼製の漏えい液受皿を設置
し，漏えい検知装置により漏えいを検知する設計とする。漏えいした液体
状の放射性物質は，スチームジェットポンプ等で高レベル廃液貯蔵設備の
高レベル濃縮廃液貯槽，分離建屋一時貯留処理設備の第10一時貯留処理槽
等に移送する設計とする。
高レベル廃液供給槽を収納するセルにおいて，万一漏えいが起きた場合
は，漏えいした液体状の放射性物質が沸騰するおそれがあるため，高レベ
ル廃液供給槽を収納するセルの漏えい検知装置を多重化するとともに，漏
えい液の移送のための，スチームジェットポンプの蒸気は，その他再処理
設備の附属施設の安全蒸気系からも供給できる設計とする。
また，高レベル廃液濃縮缶を収納するセルにおいて，万一漏えいが起きた
場合は，重力流で高レベル廃液供給槽を収納するセルに移送する設計とす
る。

機能要求①
高レベル廃液濃縮設備
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

100
高レベル廃液処理設備は，分離施設の分離設備から発生する抽出廃液等を
処理することが可能な能力を有する設計とする。

機能要求①
高レベル廃液処理設備
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-1図）

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
高レベル廃液濃縮缶及びアルカリ廃液濃縮缶の放
射性物質の除去効率について説明する。

－ － － － －

101

5.2.1.1.1 高レベル廃液濃縮系
高レベル廃液濃縮系は，分離施設の分離設備の抽出廃液供給槽からの抽出
廃液，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の蒸発缶から発生し分離施設の
分離設備の抽出廃液供給槽を経た濃縮液，気体廃棄物の廃棄施設の高レベ
ル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の廃ガス洗浄液槽から発生し分離施設の
分離設備の抽出廃液供給槽を経た廃ガス洗浄廃液等を高レベル廃液供給槽
に受け入れた後，連続的に高レベル廃液濃縮缶に供給する設計とする。

設置要求
高レベル廃液濃縮系
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

102

高レベル廃液濃縮缶では，減圧下で蒸発・濃縮した後，濃縮液（以下「高
レベル濃縮廃液」という。）については，スチームジェットポンプで高レ
ベル廃液貯蔵設備の高レベル濃縮廃液一時貯槽，高レベル濃縮廃液貯槽又
は高レベル廃液共用貯槽へ移送する設計とする。

設置要求
高レベル廃液濃縮系
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

103

また，蒸発蒸気は，高レベル廃液濃縮缶凝縮器で冷却・凝縮後，凝縮液は
酸及び溶媒の回収施設の第1酸回収系の第1供給槽又は第2供給槽へ移送
し，廃ガスは減衰器で放射能を減衰した後，気体廃棄物の廃棄施設の分離
建屋塔槽類廃ガス処理設備へ移送する設計とする。

設置要求
高レベル廃液濃縮系
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

104

高レベル廃液処理設備の高レベル廃液濃縮缶は、高レベル廃液濃縮缶の加
熱・冷却コイル及び加熱・冷却ジャケットに供給する加熱蒸気の温度を加
熱蒸気の圧力により制御し，温度計により監視し，温度高により警報を発
する設計とする。また，蒸気発生器へ供給する一次蒸気の流量の増大によ
るTBP等の錯体の急激な分解反応への拡大を防止するため，加熱蒸気の温
度が制限値を超えないように，高レベル廃液濃縮缶加熱停止回路により，
多様化した遮断弁を閉じる設計とする。

高レベル廃液濃縮系
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

105

高レベル廃液処理設備の高レベル廃液濃縮缶凝縮器は、高レベル廃液濃縮
缶凝縮器での冷却能力の低下による放射性物質の放出の有意な増加を防止
するため，高レベル廃液濃縮缶凝縮器の排気出口温度を監視し，温度高に
より警報を発し，さらに，多様化した遮断弁を閉じることにより，加熱を
停止する設計とする。

高レベル廃液濃縮系
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

106
高レベル廃液濃縮系を構成する高レベル廃液濃縮缶内の温度計保護管は，
濃縮缶側から保護管内先端部にかかる圧力以上に保護管の内部をその他再
処理設備の附属施設の一般圧縮空気系により加圧できる設計とする。

設置要求
高レベル廃液濃縮系
高レベル廃液濃縮缶

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

570
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95

液体廃棄物の廃棄施設は，放射性廃棄物以外の廃棄物を廃棄する設備と区
別し，液体廃棄物を内包する容器又は管に放射性物質を含まない液体を導
く管を接続する場合には，液体廃棄物が放射性物質を含まない液体を導く
管へ逆流することを防止する設計とする。

機能要求①

液体廃棄物の廃棄施設
（許可文中、第7.3-1表～3表、第7.3-1図、第
7.3-3図、第7.3-5図）

基本方針
設計方針（逆流の防
止）

96
低レベル廃液は，適切に処理し，放射性物質の量及び濃度を確認後，海洋
放出管の海洋放出口から海洋に放出する設計とする。

設置要求
機能要求①

液体廃棄物の廃棄施設
（許可文中、第7.3-1表～3表、第7.3-1図、第
7.3-3図、第7.3-5図）

基本方針

97

5.2.1 高レベル廃液処理設備

高レベル廃液処理設備は，高レベル廃液濃縮設備及び高レベル廃液貯蔵設
備で構成する。

設置要求
高レベル廃液処理設備
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-1図）

基本方針

98

5.2.1.1 高レベル廃液濃縮設備
高レベル廃液濃縮設備は，高レベル廃液濃縮系及びアルカリ廃液濃縮系で
構成する。

設置要求
高レベル廃液濃縮設備
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-1図）

基本方針

99

高レベル廃液濃縮設備の機器を収納するセルの床には，配管からのセルへ
の漏えいの拡大を防止するために，ステンレス鋼製の漏えい液受皿を設置
し，漏えい検知装置により漏えいを検知する設計とする。漏えいした液体
状の放射性物質は，スチームジェットポンプ等で高レベル廃液貯蔵設備の
高レベル濃縮廃液貯槽，分離建屋一時貯留処理設備の第10一時貯留処理槽
等に移送する設計とする。
高レベル廃液供給槽を収納するセルにおいて，万一漏えいが起きた場合
は，漏えいした液体状の放射性物質が沸騰するおそれがあるため，高レベ
ル廃液供給槽を収納するセルの漏えい検知装置を多重化するとともに，漏
えい液の移送のための，スチームジェットポンプの蒸気は，その他再処理
設備の附属施設の安全蒸気系からも供給できる設計とする。
また，高レベル廃液濃縮缶を収納するセルにおいて，万一漏えいが起きた
場合は，重力流で高レベル廃液供給槽を収納するセルに移送する設計とす
る。

機能要求①
高レベル廃液濃縮設備
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-1図）

基本方針

100
高レベル廃液処理設備は，分離施設の分離設備から発生する抽出廃液等を
処理することが可能な能力を有する設計とする。

機能要求①
高レベル廃液処理設備
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-1図）

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

101

5.2.1.1.1 高レベル廃液濃縮系
高レベル廃液濃縮系は，分離施設の分離設備の抽出廃液供給槽からの抽出
廃液，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の蒸発缶から発生し分離施設の
分離設備の抽出廃液供給槽を経た濃縮液，気体廃棄物の廃棄施設の高レベ
ル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の廃ガス洗浄液槽から発生し分離施設の
分離設備の抽出廃液供給槽を経た廃ガス洗浄廃液等を高レベル廃液供給槽
に受け入れた後，連続的に高レベル廃液濃縮缶に供給する設計とする。

設置要求
高レベル廃液濃縮系
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-1図）

基本方針

102

高レベル廃液濃縮缶では，減圧下で蒸発・濃縮した後，濃縮液（以下「高
レベル濃縮廃液」という。）については，スチームジェットポンプで高レ
ベル廃液貯蔵設備の高レベル濃縮廃液一時貯槽，高レベル濃縮廃液貯槽又
は高レベル廃液共用貯槽へ移送する設計とする。

設置要求
高レベル廃液濃縮系
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-1図）

基本方針

103

また，蒸発蒸気は，高レベル廃液濃縮缶凝縮器で冷却・凝縮後，凝縮液は
酸及び溶媒の回収施設の第1酸回収系の第1供給槽又は第2供給槽へ移送
し，廃ガスは減衰器で放射能を減衰した後，気体廃棄物の廃棄施設の分離
建屋塔槽類廃ガス処理設備へ移送する設計とする。

設置要求
高レベル廃液濃縮系
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-1図）

基本方針

104

高レベル廃液処理設備の高レベル廃液濃縮缶は、高レベル廃液濃縮缶の加
熱・冷却コイル及び加熱・冷却ジャケットに供給する加熱蒸気の温度を加
熱蒸気の圧力により制御し，温度計により監視し，温度高により警報を発
する設計とする。また，蒸気発生器へ供給する一次蒸気の流量の増大によ
るTBP等の錯体の急激な分解反応への拡大を防止するため，加熱蒸気の温
度が制限値を超えないように，高レベル廃液濃縮缶加熱停止回路により，
多様化した遮断弁を閉じる設計とする。

高レベル廃液濃縮系
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-1図）

基本方針

105

高レベル廃液処理設備の高レベル廃液濃縮缶凝縮器は、高レベル廃液濃縮
缶凝縮器での冷却能力の低下による放射性物質の放出の有意な増加を防止
するため，高レベル廃液濃縮缶凝縮器の排気出口温度を監視し，温度高に
より警報を発し，さらに，多様化した遮断弁を閉じることにより，加熱を
停止する設計とする。

高レベル廃液濃縮系
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-1図）

基本方針

106
高レベル廃液濃縮系を構成する高レベル廃液濃縮缶内の温度計保護管は，
濃縮缶側から保護管内先端部にかかる圧力以上に保護管の内部をその他再
処理設備の附属施設の一般圧縮空気系により加圧できる設計とする。

設置要求
高レベル廃液濃縮系
高レベル廃液濃縮缶

基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ 基本方針 基本方針 基本方針 －
Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込めの機能に関する
説明書
既設工認の系統構成(添付図面)から変更なし。

【逆流の防止の設計方針】
流体状の使用済燃料等を内包する容器又は管に使
用済燃料等を含まない流体を導く際の、逆流防止
に関する基本設計方針を説明する。

△ 基本方針 基本方針 基本方針 －
Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認の系統構成(添付図面)から変更なし。

【廃棄施設の基本方針】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。
（系統図、配置図、構造図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ 基本方針 －

△ － 基本方針 －
Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

【放射性物質の除去効率】
高レベル廃液濃縮缶及びアルカリ廃液濃縮缶の放
射性物質の除去効率について説明する。

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ 基本方針 －

－ 基本方針 －

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

571



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十四条 廃棄施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

107
高レベル廃液濃縮系のうち，高レベル濃縮高レベル廃液供給槽，高レベル
廃液濃縮缶，高レベル廃液濃縮缶凝縮器及び一部の配管については，万一
の故障時に備え長期予備を有する設計とする。

設置要求
高レベル廃液濃縮系
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

108

5.2.1.1.2 アルカリ廃液濃縮系
アルカリ廃液濃縮系は，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の溶媒再生
系の分離・分配系の第1洗浄器，プルトニウム精製系の第1洗浄器等からア
ルカリ廃液をアルカリ廃液供給槽に受け入れた後，アルカリ廃液濃縮缶に
供給する設計とする。

設置要求
アルカリ廃液濃縮系
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

109
アルカリ廃液濃縮缶で蒸発・濃縮した濃縮液（以下「アルカリ濃縮廃液」
という。）についてはスチームジェットポンプで高レベル廃液貯蔵設備の
アルカリ濃縮廃液貯槽又は高レベル廃液共用貯槽へ移送する設計とする。

設置要求
アルカリ廃液濃縮系
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

110
また，蒸発蒸気については，アルカリ廃液濃縮缶凝縮器で冷却・凝縮後，
低レベル廃液処理設備の第1低レベル廃液処理系の第1低レベル第１廃液受
槽等へ移送する設計とする。

設置要求
アルカリ廃液濃縮系
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

111

高レベル廃液処理設備のアルカリ廃液濃縮缶凝縮器は、アルカリ廃液濃縮
缶凝縮器排気側出口に温度計を設置し，アルカリ廃液濃縮缶凝縮器での冷
却能力の低下によって，廃ガスの温度が異常に上昇した場合に温度高によ
り警報を発する設計とする。

機能要求①
アルカリ廃液濃縮系
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

112
5.2.1.2 高レベル廃液貯蔵設備
高レベル廃液貯蔵設備は，高レベル濃縮廃液貯蔵系，不溶解残渣廃液貯蔵
系，アルカリ濃縮廃液貯蔵系及び共用貯蔵系で構成する。

設置要求
高レベル廃液貯蔵設備
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-2表、第7.3-1
図、第7.3-3図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

113

高レベル廃液貯蔵設備の機器を収納するセルの床には，管からのセルへの
漏えいの拡大を防止するために，ステンレス鋼製の漏えい液受皿を設置
し，漏えい検知装置により漏えいを検知する設計とする。漏えいした液体
状の放射性物質は，スチームジェットポンプで高レベル廃液共用貯槽等に
移送する設計とする。
高レベル濃縮廃液貯槽，不溶解残渣廃液貯槽，高レベル廃液共用貯槽，高
レベル濃縮廃液一時貯槽及び不溶解残渣廃液一時貯槽を収納するセルにお
いて，万一漏えいが起きた場合は漏えいした液体状の放射性物質が沸騰す
るおそれがあるため，漏えい検知装置を多重化するとともに,漏えい液の
移送のためのスチームジェットポンプの蒸気は,その他再処理設備の附属
施設の安全蒸気系から適切に供給できる設計とする。

機能要求①
高レベル廃液貯蔵設備
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-2表、第7.3-1
図、第7.3-3図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

114
高レベル廃液貯蔵設備は，高レベル廃液を貯蔵する能力を有する設計とす
る。

機能要求①
機能要求②

高レベル廃液貯蔵設備
（許可文中、第7.3-2表、第7.3-3図）
高レベル濃縮廃液貯槽
不溶解残渣廃液貯槽
高レベル廃液共用貯槽

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

115

5.2.1.2.1 高レベル濃縮廃液貯蔵系
高レベル濃縮廃液貯蔵系は，高レベル濃縮廃液一時貯槽及び高レベル濃縮
廃液貯槽で構成し，高レベル廃液濃縮設備の高レベル廃液濃縮缶から高レ
ベル濃縮廃液等を高レベル濃縮廃液一時貯槽に受け入れた後，スチーム
ジェットポンプで固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化設備の
高レベル廃液混合槽へ移送するか又は高レベル濃縮廃液貯槽に移送し貯蔵
する設計とする。また，高レベル濃縮廃液貯槽に貯蔵した高レベル濃縮廃
液については，スチームジェットポンプで高レベル濃縮廃液一時貯槽へ移
送した後，固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化設備の高レベ
ル廃液混合槽へ移送する設計とする。

設置要求
高レベル濃縮廃液貯蔵系
（許可文中、第7.3-2表、第7.3-3図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

116

5.2.1.2.2 不溶解残渣廃液貯蔵系
不溶解残渣廃液貯蔵系は，不溶解残渣廃液一時貯槽及び不溶解残渣廃液貯
槽で構成し，溶解施設の清澄・計量設備の不溶解残渣回収槽から不溶解残
渣廃液を不溶解残渣廃液一時貯槽に受け入れた後,スチームジェットポン
プで固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化設備の高レベル廃液
混合槽へ移送するか又は不溶解残渣廃液貯槽に移送し貯蔵する設計とす
る。また，不溶解残渣廃液貯槽に貯蔵した不溶解残渣廃液は，スチーム
ジェットポンプで不溶解残渣廃液一時貯槽へ移送した後，固体廃棄物の廃
棄施設の高レベル廃液ガラス固化設備の高レベル廃液混合槽へ移送する設
計とする。

設置要求
不溶解残渣廃液貯蔵系
（許可文中、第7.3-2表、第7.3-3図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

117

5.2.1.2.3 アルカリ濃縮廃液貯蔵系
アルカリ濃縮廃液貯蔵系は，高レベル廃液濃縮設備のアルカリ廃液濃縮缶
からのアルカリ濃縮廃液及び分離施設の分離建屋一時貯留処理設備の第10
一時貯留処理槽等からのアルカリ洗浄廃液をアルカリ濃縮廃液貯槽に受け
入れ貯蔵し，また，アルカリ濃縮廃液及びアルカリ洗浄廃液をアルカリ濃
縮廃液貯槽から,スチームジェットポンプで固体廃棄物の廃棄施設の高レ
ベル廃液ガラス固化設備のアルカリ濃縮廃液中和槽へ移送する設計とす
る。

設置要求
アルカリ濃縮廃液貯蔵系
（許可文中、第7.3-2表、第7.3-3図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

118

5.2.1.2.4 共用貯蔵系
共用貯蔵系は，高レベル濃縮廃液，不溶解残渣廃液，アルカリ濃縮廃液及
びアルカリ洗浄廃液を高レベル廃液共用貯槽に受け入れ貯蔵し，また，ス
チームジェットポンプで固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化
設備へ移送する設計とする。

設置要求
共用貯蔵系
（許可文中、第7.3-2表、第7.3-3図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十四条 廃棄施設）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

107
高レベル廃液濃縮系のうち，高レベル濃縮高レベル廃液供給槽，高レベル
廃液濃縮缶，高レベル廃液濃縮缶凝縮器及び一部の配管については，万一
の故障時に備え長期予備を有する設計とする。

設置要求
高レベル廃液濃縮系
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-1図）

基本方針

108

5.2.1.1.2 アルカリ廃液濃縮系
アルカリ廃液濃縮系は，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の溶媒再生
系の分離・分配系の第1洗浄器，プルトニウム精製系の第1洗浄器等からア
ルカリ廃液をアルカリ廃液供給槽に受け入れた後，アルカリ廃液濃縮缶に
供給する設計とする。

設置要求
アルカリ廃液濃縮系
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-1図）

基本方針

109
アルカリ廃液濃縮缶で蒸発・濃縮した濃縮液（以下「アルカリ濃縮廃液」
という。）についてはスチームジェットポンプで高レベル廃液貯蔵設備の
アルカリ濃縮廃液貯槽又は高レベル廃液共用貯槽へ移送する設計とする。

設置要求
アルカリ廃液濃縮系
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-1図）

基本方針

110
また，蒸発蒸気については，アルカリ廃液濃縮缶凝縮器で冷却・凝縮後，
低レベル廃液処理設備の第1低レベル廃液処理系の第1低レベル第１廃液受
槽等へ移送する設計とする。

設置要求
アルカリ廃液濃縮系
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-1図）

基本方針

111

高レベル廃液処理設備のアルカリ廃液濃縮缶凝縮器は、アルカリ廃液濃縮
缶凝縮器排気側出口に温度計を設置し，アルカリ廃液濃縮缶凝縮器での冷
却能力の低下によって，廃ガスの温度が異常に上昇した場合に温度高によ
り警報を発する設計とする。

機能要求①
アルカリ廃液濃縮系
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-1図）

基本方針

112
5.2.1.2 高レベル廃液貯蔵設備
高レベル廃液貯蔵設備は，高レベル濃縮廃液貯蔵系，不溶解残渣廃液貯蔵
系，アルカリ濃縮廃液貯蔵系及び共用貯蔵系で構成する。

設置要求
高レベル廃液貯蔵設備
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-2表、第7.3-1
図、第7.3-3図）

基本方針

113

高レベル廃液貯蔵設備の機器を収納するセルの床には，管からのセルへの
漏えいの拡大を防止するために，ステンレス鋼製の漏えい液受皿を設置
し，漏えい検知装置により漏えいを検知する設計とする。漏えいした液体
状の放射性物質は，スチームジェットポンプで高レベル廃液共用貯槽等に
移送する設計とする。
高レベル濃縮廃液貯槽，不溶解残渣廃液貯槽，高レベル廃液共用貯槽，高
レベル濃縮廃液一時貯槽及び不溶解残渣廃液一時貯槽を収納するセルにお
いて，万一漏えいが起きた場合は漏えいした液体状の放射性物質が沸騰す
るおそれがあるため，漏えい検知装置を多重化するとともに,漏えい液の
移送のためのスチームジェットポンプの蒸気は,その他再処理設備の附属
施設の安全蒸気系から適切に供給できる設計とする。

機能要求①
高レベル廃液貯蔵設備
（許可文中、第7.3-1表、第7.3-2表、第7.3-1
図、第7.3-3図）

基本方針

114
高レベル廃液貯蔵設備は，高レベル廃液を貯蔵する能力を有する設計とす
る。

機能要求①
機能要求②

高レベル廃液貯蔵設備
（許可文中、第7.3-2表、第7.3-3図）
高レベル濃縮廃液貯槽
不溶解残渣廃液貯槽
高レベル廃液共用貯槽

基本方針

115

5.2.1.2.1 高レベル濃縮廃液貯蔵系
高レベル濃縮廃液貯蔵系は，高レベル濃縮廃液一時貯槽及び高レベル濃縮
廃液貯槽で構成し，高レベル廃液濃縮設備の高レベル廃液濃縮缶から高レ
ベル濃縮廃液等を高レベル濃縮廃液一時貯槽に受け入れた後，スチーム
ジェットポンプで固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化設備の
高レベル廃液混合槽へ移送するか又は高レベル濃縮廃液貯槽に移送し貯蔵
する設計とする。また，高レベル濃縮廃液貯槽に貯蔵した高レベル濃縮廃
液については，スチームジェットポンプで高レベル濃縮廃液一時貯槽へ移
送した後，固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化設備の高レベ
ル廃液混合槽へ移送する設計とする。

設置要求
高レベル濃縮廃液貯蔵系
（許可文中、第7.3-2表、第7.3-3図）

基本方針

116

5.2.1.2.2 不溶解残渣廃液貯蔵系
不溶解残渣廃液貯蔵系は，不溶解残渣廃液一時貯槽及び不溶解残渣廃液貯
槽で構成し，溶解施設の清澄・計量設備の不溶解残渣回収槽から不溶解残
渣廃液を不溶解残渣廃液一時貯槽に受け入れた後,スチームジェットポン
プで固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化設備の高レベル廃液
混合槽へ移送するか又は不溶解残渣廃液貯槽に移送し貯蔵する設計とす
る。また，不溶解残渣廃液貯槽に貯蔵した不溶解残渣廃液は，スチーム
ジェットポンプで不溶解残渣廃液一時貯槽へ移送した後，固体廃棄物の廃
棄施設の高レベル廃液ガラス固化設備の高レベル廃液混合槽へ移送する設
計とする。

設置要求
不溶解残渣廃液貯蔵系
（許可文中、第7.3-2表、第7.3-3図）

基本方針

117

5.2.1.2.3 アルカリ濃縮廃液貯蔵系
アルカリ濃縮廃液貯蔵系は，高レベル廃液濃縮設備のアルカリ廃液濃縮缶
からのアルカリ濃縮廃液及び分離施設の分離建屋一時貯留処理設備の第10
一時貯留処理槽等からのアルカリ洗浄廃液をアルカリ濃縮廃液貯槽に受け
入れ貯蔵し，また，アルカリ濃縮廃液及びアルカリ洗浄廃液をアルカリ濃
縮廃液貯槽から,スチームジェットポンプで固体廃棄物の廃棄施設の高レ
ベル廃液ガラス固化設備のアルカリ濃縮廃液中和槽へ移送する設計とす
る。

設置要求
アルカリ濃縮廃液貯蔵系
（許可文中、第7.3-2表、第7.3-3図）

基本方針

118

5.2.1.2.4 共用貯蔵系
共用貯蔵系は，高レベル濃縮廃液，不溶解残渣廃液，アルカリ濃縮廃液及
びアルカリ洗浄廃液を高レベル廃液共用貯槽に受け入れ貯蔵し，また，ス
チームジェットポンプで固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化
設備へ移送する設計とする。

設置要求
共用貯蔵系
（許可文中、第7.3-2表、第7.3-3図）

基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ 基本方針 －

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 －
＜容器＞
・容量

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十四条 廃棄施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

119

5.2.2　低レベル廃液処理設備

低レベル廃液処理設備は，第1低レベル廃液処理系，第2低レベル廃液処理
系，洗濯廃液処理系，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系，
油分除去系，及び海洋放出管理系で構成し，低レベル廃液をその性状に応
じて分類後処理し，処理後の排水については，放出管理を行って海洋へ放
出する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

120

各施設の管理区域内で発生する廃液のうち高レベル廃液及び廃溶媒以外の
廃液については，低レベル廃液としてそれぞれの建屋に設けた中間貯槽に
性状に応じて分類して集め，低レベル廃液処理設備へ移送する設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

121
低レベル廃液処理設備は，海洋に放出する排水中の放射性物質の濃度及び
量を合理的に達成できる限り低くするために，廃液の性状に応じて蒸発，
ろ過等の適切な処理を行う設計とする。

機能要求①
低レベル廃液処理設備
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

【放射性物質の除去効率】
蒸発缶，ろ過装置の放射性物質の除去効率につい
て説明する。

－ － － － －

122
低レベル廃液処理設備で処理した処理水は，放出管理が行える海洋放出管
理系を経て十分な拡散効果を有する海洋放出口から放出する設計とする。

機能要求①
海洋放出管理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

123

5.2.2.1 第1低レベル廃液処理系

第1低レベル廃液処理系は，高レベル廃液処理設備のアルカリ廃液濃縮缶
凝縮器からの凝縮液，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の溶媒再生系
のウラン精製系の第2洗浄器等から受け入れた廃液，その他再処理設備の
附属施設の分析設備の廃液，各施設からの床ドレン等及び六ヶ所保障措置
分析所内の貯留容器にて一時貯留し，六ヶ所保障措置分析所が法令に定め
る周辺監視区域外の水中の濃度限度以下であることを確認した排水を第1
低レベル第1廃液受槽等に受け入れ，第1低レベル廃液蒸発缶で蒸発濃縮す
る設計とする。

設置要求
第１低レベル廃液処理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

124
第1低レベル廃液蒸発缶の濃縮液は，固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固
体廃棄物処理設備の乾燥装置へ移送し，凝縮液については第2低レベル廃
液処理系の第2低レベル廃液受槽へ移送する設計とする。

設置要求
第１低レベル廃液処理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

125

5.2.2.2 第2低レベル廃液処理系

第2低レベル廃液処理系は，酸及び溶媒の回収施設の第1酸回収系の精留塔
及び第2酸回収系の精留塔からの回収した水，第1低レベル廃液処理系の第
1低レベル廃液蒸発缶からの凝縮液等を第2低レベル廃液受槽に受け入れ，
第2低レベル廃液蒸発缶で蒸発濃縮する設計とする。

設置要求
第２低レベル廃液処理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

126
第2低レベル廃液蒸発缶の濃縮液については，酸及び溶媒の回収施設の第1
酸回収系の第1供給槽又は第2供給槽へ移送し，凝縮液については油分除去
系の油分除去装置へ移送する設計とする。

設置要求
第２低レベル廃液処理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

127

5.2.2.3 洗濯廃液処理系
洗濯廃液処理系は，再処理施設の管理区域で使用した防護衣を洗濯する際
に発生する洗濯廃液の処理を行う設計とする。洗濯廃液については，ろ過
後，海洋放出管理系の第１放出前貯槽へ移送する設計とする。

設置要求
洗濯廃液処理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

128
5.2.2.4 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系は，使用済燃料の受入れ
施設及び貯蔵施設で発生する低レベル廃液を処理する設計とする。

設置要求
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

129
使用済燃料輸送容器の内部水，使用済燃料輸送容器の内部除染水等につい
ては，第1ろ過装置で処理した後，機器ドレン等とともに，第2ろ過装置及
び脱塩装置にて処理する設計とする。

設置要求
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

130

脱塩装置からの処理水は，第6低レベル廃液蒸発缶へ，必要に応じ第5低レ
ベル廃液蒸発缶又は第1低レベル廃液蒸発缶へ移送するか，使用済燃料の
受入れ施設及び貯蔵施設の補給水槽に移送し，貯蔵後再使用する設計とす
る。

設置要求
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

574



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十四条 廃棄施設）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

119

5.2.2　低レベル廃液処理設備

低レベル廃液処理設備は，第1低レベル廃液処理系，第2低レベル廃液処理
系，洗濯廃液処理系，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系，
油分除去系，及び海洋放出管理系で構成し，低レベル廃液をその性状に応
じて分類後処理し，処理後の排水については，放出管理を行って海洋へ放
出する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

120

各施設の管理区域内で発生する廃液のうち高レベル廃液及び廃溶媒以外の
廃液については，低レベル廃液としてそれぞれの建屋に設けた中間貯槽に
性状に応じて分類して集め，低レベル廃液処理設備へ移送する設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

121
低レベル廃液処理設備は，海洋に放出する排水中の放射性物質の濃度及び
量を合理的に達成できる限り低くするために，廃液の性状に応じて蒸発，
ろ過等の適切な処理を行う設計とする。

機能要求①
低レベル廃液処理設備
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針
設計方針（放射性物質
の除去）

122
低レベル廃液処理設備で処理した処理水は，放出管理が行える海洋放出管
理系を経て十分な拡散効果を有する海洋放出口から放出する設計とする。

機能要求①
海洋放出管理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

123

5.2.2.1 第1低レベル廃液処理系

第1低レベル廃液処理系は，高レベル廃液処理設備のアルカリ廃液濃縮缶
凝縮器からの凝縮液，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の溶媒再生系
のウラン精製系の第2洗浄器等から受け入れた廃液，その他再処理設備の
附属施設の分析設備の廃液，各施設からの床ドレン等及び六ヶ所保障措置
分析所内の貯留容器にて一時貯留し，六ヶ所保障措置分析所が法令に定め
る周辺監視区域外の水中の濃度限度以下であることを確認した排水を第1
低レベル第1廃液受槽等に受け入れ，第1低レベル廃液蒸発缶で蒸発濃縮す
る設計とする。

設置要求
第１低レベル廃液処理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

124
第1低レベル廃液蒸発缶の濃縮液は，固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固
体廃棄物処理設備の乾燥装置へ移送し，凝縮液については第2低レベル廃
液処理系の第2低レベル廃液受槽へ移送する設計とする。

設置要求
第１低レベル廃液処理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

125

5.2.2.2 第2低レベル廃液処理系

第2低レベル廃液処理系は，酸及び溶媒の回収施設の第1酸回収系の精留塔
及び第2酸回収系の精留塔からの回収した水，第1低レベル廃液処理系の第
1低レベル廃液蒸発缶からの凝縮液等を第2低レベル廃液受槽に受け入れ，
第2低レベル廃液蒸発缶で蒸発濃縮する設計とする。

設置要求
第２低レベル廃液処理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

126
第2低レベル廃液蒸発缶の濃縮液については，酸及び溶媒の回収施設の第1
酸回収系の第1供給槽又は第2供給槽へ移送し，凝縮液については油分除去
系の油分除去装置へ移送する設計とする。

設置要求
第２低レベル廃液処理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

127

5.2.2.3 洗濯廃液処理系
洗濯廃液処理系は，再処理施設の管理区域で使用した防護衣を洗濯する際
に発生する洗濯廃液の処理を行う設計とする。洗濯廃液については，ろ過
後，海洋放出管理系の第１放出前貯槽へ移送する設計とする。

設置要求
洗濯廃液処理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

128
5.2.2.4 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系は，使用済燃料の受入れ
施設及び貯蔵施設で発生する低レベル廃液を処理する設計とする。

設置要求
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

129
使用済燃料輸送容器の内部水，使用済燃料輸送容器の内部除染水等につい
ては，第1ろ過装置で処理した後，機器ドレン等とともに，第2ろ過装置及
び脱塩装置にて処理する設計とする。

設置要求
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

130

脱塩装置からの処理水は，第6低レベル廃液蒸発缶へ，必要に応じ第5低レ
ベル廃液蒸発缶又は第1低レベル廃液蒸発缶へ移送するか，使用済燃料の
受入れ施設及び貯蔵施設の補給水槽に移送し，貯蔵後再使用する設計とす
る。

設置要求
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ 基本方針 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ 基本方針 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 －
Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

【放射性物質の除去効率】
蒸発缶，ろ過装置の放射性物質の除去効率につい
て説明する。

△ － 基本方針 －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
気体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ 基本方針 － － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ 基本方針 － － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ 基本方針 － － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

575



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十四条 廃棄施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

131

第6低レベル廃液蒸発缶又は第5低レベル廃液蒸発缶は，受け入れた低レベ
ル廃液を蒸発濃縮し，濃縮液については，低レベル濃縮廃液貯槽に一時貯
蔵し，固体廃棄物の廃棄施設の低レベル濃縮廃液処理系の固化装置へポン
プで移送する設計とする。凝縮液については，海洋放出管理系の第１放出
前貯槽又は第２放出前貯槽へ移送する設計とする。

設置要求
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

132

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の管理区域で使用した防護衣
を洗濯する際に発生する洗濯廃液等については，洗濯廃液ろ過装置にてろ
過処理した後，海洋放出管理系の第1放出前貯槽又は第2放出前貯槽へ移送
する設計とする。

設置要求
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

133

5.2.2.5 油分除去系
油分除去系は，第2低レベル廃液処理系の第2低レベル廃液蒸発缶からの凝
縮液，せん断処理施設，溶解施設，分離施設及び精製施設の試薬ドレン，
並びに再処理施設の管理区域で発生する手洗い水等の油分を含む可能性の
ある放射性物質の濃度が極めて小さい廃液，また，六ヶ所保障措置分析所
内の貯留容器にて一時貯留し，六ヶ所保障措置分析所が法令に定める周辺
監視区域外の水中の濃度限度以下であることを確認した排水を受け入れ，
油分除去装置で廃液中の油分を除去する設計とする。廃液については，油
分除去後，海洋放出管理系の第1放出前貯槽へ移送する設計とする。

設置要求
油分除去系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

134

5.2.2.6 海洋放出管理系
海洋放出管理系の第1放出前貯槽(MOX燃料加工施設と共用(以下同じ。))
は，油分除去系の油分除去装置，洗濯廃液処理系の洗濯廃液ろ過装置並び
に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系の第6低レベル廃液蒸
発缶又は第5低レベル廃液蒸発缶及び洗濯廃液ろ過装置からの処理済廃液
を受け入れる設計とする。

設置要求
海洋放出管理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

135

第2放出前貯槽は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系の第6
低レベル廃液蒸発缶又は第5低レベル廃液蒸発缶及び洗濯廃液ろ過装置か
らの処理済廃液を受け入れ，第2海洋放出ポンプで第1放出前貯槽へ移送す
る設計とする。

設置要求
海洋放出管理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

136
また，再処理施設の管理区域で発生する空調ドレン等の放射性物質の濃度
が極めて小さい廃液については，第1放出前貯槽又は第2放出前貯槽に受け
入れる設計とする。

設置要求
海洋放出管理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

137

第1放出前貯槽では，受け入れた廃液の試料採取を行い，放射線管理施設
の放出管理分析設備にて放射性物質の量及び濃度を確認した後，第1海洋
放出ポンプ(MOX燃料加工施設と共用(以下同じ。))で海洋放出管(MOX燃料
加工施設と共用(以下同じ。))を経て海洋に放出する設計とする。

運用要求
設置要求

海洋放出管理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

138
ポンプの吐出側には流量計を設置し流量を監視するとともに，1基の貯槽
から廃液を放出している間は，他の貯槽からは放出しない設計とする。

運用要求
設置要求

海洋放出管理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

139
第2海洋放出ポンプから導く海洋放出管は，再処理設備本体の運転開始時
には，第1海洋放出ポンプから導く海洋放出管との合流部で切り離し，以
後使用しない設計とする。

設置要求
海洋放出管理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

140
海洋放出管理系のうち，MOX燃料加工施設から排出した排水が通過する経
路は，MOX燃料加工施設と共用する。

設置要求
海洋放出管理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －

141

MOX燃料加工施設から排出した排水が通過する経路は，排水を第１放出前
貯槽に受け入れる経路上に設置する弁を閉止することにより，MOX燃料加
工施設からの波及的影響を及ぼさない設計とすることで，共用によって再
処理施設の安全性を損なわない設計とする。

設置要求
海洋放出管理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十四条 廃棄施設）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

131

第6低レベル廃液蒸発缶又は第5低レベル廃液蒸発缶は，受け入れた低レベ
ル廃液を蒸発濃縮し，濃縮液については，低レベル濃縮廃液貯槽に一時貯
蔵し，固体廃棄物の廃棄施設の低レベル濃縮廃液処理系の固化装置へポン
プで移送する設計とする。凝縮液については，海洋放出管理系の第１放出
前貯槽又は第２放出前貯槽へ移送する設計とする。

設置要求
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

132

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の管理区域で使用した防護衣
を洗濯する際に発生する洗濯廃液等については，洗濯廃液ろ過装置にてろ
過処理した後，海洋放出管理系の第1放出前貯槽又は第2放出前貯槽へ移送
する設計とする。

設置要求
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

133

5.2.2.5 油分除去系
油分除去系は，第2低レベル廃液処理系の第2低レベル廃液蒸発缶からの凝
縮液，せん断処理施設，溶解施設，分離施設及び精製施設の試薬ドレン，
並びに再処理施設の管理区域で発生する手洗い水等の油分を含む可能性の
ある放射性物質の濃度が極めて小さい廃液，また，六ヶ所保障措置分析所
内の貯留容器にて一時貯留し，六ヶ所保障措置分析所が法令に定める周辺
監視区域外の水中の濃度限度以下であることを確認した排水を受け入れ，
油分除去装置で廃液中の油分を除去する設計とする。廃液については，油
分除去後，海洋放出管理系の第1放出前貯槽へ移送する設計とする。

設置要求
油分除去系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

134

5.2.2.6 海洋放出管理系
海洋放出管理系の第1放出前貯槽(MOX燃料加工施設と共用(以下同じ。))
は，油分除去系の油分除去装置，洗濯廃液処理系の洗濯廃液ろ過装置並び
に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系の第6低レベル廃液蒸
発缶又は第5低レベル廃液蒸発缶及び洗濯廃液ろ過装置からの処理済廃液
を受け入れる設計とする。

設置要求
海洋放出管理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

135

第2放出前貯槽は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系の第6
低レベル廃液蒸発缶又は第5低レベル廃液蒸発缶及び洗濯廃液ろ過装置か
らの処理済廃液を受け入れ，第2海洋放出ポンプで第1放出前貯槽へ移送す
る設計とする。

設置要求
海洋放出管理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

136
また，再処理施設の管理区域で発生する空調ドレン等の放射性物質の濃度
が極めて小さい廃液については，第1放出前貯槽又は第2放出前貯槽に受け
入れる設計とする。

設置要求
海洋放出管理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

137

第1放出前貯槽では，受け入れた廃液の試料採取を行い，放射線管理施設
の放出管理分析設備にて放射性物質の量及び濃度を確認した後，第1海洋
放出ポンプ(MOX燃料加工施設と共用(以下同じ。))で海洋放出管(MOX燃料
加工施設と共用(以下同じ。))を経て海洋に放出する設計とする。

運用要求
設置要求

海洋放出管理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

138
ポンプの吐出側には流量計を設置し流量を監視するとともに，1基の貯槽
から廃液を放出している間は，他の貯槽からは放出しない設計とする。

運用要求
設置要求

海洋放出管理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

139
第2海洋放出ポンプから導く海洋放出管は，再処理設備本体の運転開始時
には，第1海洋放出ポンプから導く海洋放出管との合流部で切り離し，以
後使用しない設計とする。

設置要求
海洋放出管理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

140
海洋放出管理系のうち，MOX燃料加工施設から排出した排水が通過する経
路は，MOX燃料加工施設と共用する。

設置要求
海洋放出管理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

141

MOX燃料加工施設から排出した排水が通過する経路は，排水を第１放出前
貯槽に受け入れる経路上に設置する弁を閉止することにより，MOX燃料加
工施設からの波及的影響を及ぼさない設計とすることで，共用によって再
処理施設の安全性を損なわない設計とする。

設置要求
海洋放出管理系
（許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図）

基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ 基本方針 － － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ 基本方針 － － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ 基本方針 － － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ 基本方針 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ 基本方針 － － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

△ － 基本方針 － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【再処理施設に関する図面】
液体廃棄物の廃棄施設の設備構成、系統構成、配
置、構造等を説明する。（系統図，配置図，構造
図等）

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十五条 保管廃棄施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

2
　第１ガラス固化体貯蔵建屋は，地上１階，地下２階の建物とする設計と
する。

設置要求 第１ガラス固化体貯蔵建屋 基本方針 ― ― ― ― ―

3
　低レベル廃棄物処理建屋は，地上４階，地下２階の建物とする設計とす
る。

設置要求

低レベル廃棄物処理建屋
（低レベル廃棄物処理建屋/第2低レベル廃棄物貯
蔵建屋間洞道含む）
（低レベル廃棄物処理建屋/チャンネルボック
ス・バーナブルポイズン処理建屋間洞道含む）

基本方針 ― ― ― ― ―

4
　チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋は，地上２階，地下
１階の建物とする設計とする。

設置要求
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋

基本方針 ― ― ― ― ―

5
　ハル・エンドピース貯蔵建屋は，地上２階，地下４階建物とする設計と
する。

設置要求 ハル・エンドピース貯蔵建屋 基本方針 ― ― ― ― ―

6 　第１低レベル廃棄物貯蔵建屋は，地上１階の建物とする設計とする。 設置要求 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 基本方針 ― ― ― ― ―

7
　第２低レベル廃棄物貯蔵建屋は，地上２階，地下３階の建物とする設計
とする。

設置要求 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 基本方針 ― ― ― ― ―

8 　第４低レベル廃棄物貯蔵建屋は，地上１階の建物とする設計とする。 設置要求 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 基本方針 ― ― ― ― ―

― ― ―

― ―

― ― ― ―

―

―

― ―

― ―11

5.3.1　高レベル廃液ガラス固化設備

　高レベル廃液ガラス固化設備は，２系列(一部１系列)で構成する。
　高レベル廃液ガラス固化設備は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液
処理設備の高レベル廃液濃縮系等から発生する高レベル廃液を処理するこ
とが可能な能力を有する設計とする。
　高レベル廃液ガラス固化設備は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液
貯蔵設備から高レベル濃縮廃液及び不溶解残渣廃液を高レベル廃液混合槽
に受け入れる設計とする。また，アルカリ濃縮廃液及びアルカリ洗浄廃液
をアルカリ濃縮廃液中和槽に受け入れる設計とする。
　必要に応じて中和等の処理をしたアルカリ濃縮廃液及びアルカリ洗浄廃
液は，高レベル廃液混合槽に移送する。高レベル廃液混合槽内の廃液は，
必要に応じて組成調整を行った後，供給液槽及び供給槽を経てガラス溶融
炉に移送し，ガラス原料とともに溶融する設計とする。
　また，ガラス溶融炉の洗浄運転を実施する場合は，高レベル廃液に替え
てガラス溶融炉に模擬廃液供給設備より模擬廃液を移送し，ガラス原料と
ともに溶融する設計とする。
　ガラス溶融炉内で溶融したガラスは，固化セル移送台車上のガラス固化
体容器に注入する設計とする。
　注入後，溶接機にてガラス固化体容器にふたを溶接し，除染装置にて，
ガラス固化体表面の除染を行う。その後，ガラス固化体検査装置での各種
検査（外観検査，表面汚染検査，寸法検査，閉じ込め検査）を実施したガ
ラス固化体は，ガラス固化体検査室天井クレーンによりガラス固化体貯蔵
設備に移送する設計とする。

設置要求
機能要求①

高レベル廃液ガラス固化設備
 (許可文中、第7.4-1表、第7.4-1図)

基本方針
設計方針

高レベル廃液ガラス固化設備
低レベル固体廃棄物処理設備(低レベル濃縮廃液
処理系)
低レベル固体廃棄物処理設備(廃溶媒処理系)
低レベル固体廃棄物処理設備(雑固体廃棄物処理
系)
低レベル固体廃棄物処理設備(チャンネルボック
ス・バーナブルポイズン処理系)

基本方針

9

　固体廃棄物の廃棄施設のうち，ガラス固化体貯蔵設備及び低レベル固体
廃棄物貯蔵設備は，放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を有す
る設計とする。
　また，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体の冷却のための適切な措
置を講ずる設計とする。

機能要求①
機能要求②

ガラス固化体貯蔵設備
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(ハル・エンドピー
ス貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(チャンネルボック
ス・バーナブルポイズン貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(第１低レベル廃棄
物貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(第２低レベル廃棄
物貯蔵系 第１貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(第２低レベル廃棄
物貯蔵系 第２貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(第４低レベル廃棄
物貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(廃樹脂貯蔵系)

基本方針

10

　高レベル廃液ガラス固化設備は，各施設から発生する高レベル廃液を処
理できる能力を有する設計とする。
　低レベル固体廃棄物処理設備は，各施設及び公益財団法人核物質管理セ
ンターが運営する六ヶ所保障措置分析所（以下「各種施設」という。）で
発生する低レベル濃縮廃液，廃溶媒，雑固体及びＣＢ・ＢＰを処理できる
能力を有する設計とする。

機能要求①
機能要求②

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

― ― ― ―1

第２章　個別項目
5. 放射性廃棄物の廃棄施設
5.3　固体廃棄物の廃棄施設

　固体廃棄物の廃棄施設は，高レベル廃液をガラス固化体に処理する高レ
ベル廃液ガラス固化設備，ガラス固化体を貯蔵するガラス固化体貯蔵設
備，低レベル濃縮廃液，廃棄する有機溶媒（以下「廃溶媒」という。），
チャンネルボックス（以下「ＣＢ」という。），バーナブルポイズン（以
下「ＢＰ」という。）及び雑固体を処理する低レベル固体廃棄物処理設備
並びに低レベル固体廃棄物を貯蔵する低レベル固体廃棄物貯蔵設備で構成
する。
　高レベル廃液ガラス固化設備は，高レベル廃液ガラス固化建屋に，ガラ
ス固化体貯蔵設備は，高レベル廃液ガラス固化建屋及び第１ガラス固化体
貯蔵建屋に，低レベル固体廃棄物処理設備は，低レベル廃棄物処理建屋及
びチャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋に，低レベル固体廃
棄物貯蔵設備は，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋，ハ
ル・エンドピース貯蔵建屋，第１低レベル廃棄物貯蔵建屋，第２低レベル
廃棄物貯蔵建屋及び第４低レベル廃棄物貯蔵建屋に収納する設計とする。

設置要求 基本方針

第１回

基本方針

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

添付書類　構成 添付書類　説明内容

【再処理施設に関する図面】
・固体廃棄物の廃棄施設の設備構成，系統構成，
配置，構造等を説明する。
（系統図，配置図，構造図等）

―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

【再処理施設に関する図面】
・固体廃棄物の廃棄施設の設備構成，系統構成，
配置，構造等を説明する。
（系統図，配置図，構造図等）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

【再処理施設に関する図面】
・高レベル廃液ガラス固化設備の系統構成につい
て各規則の施設区分ごとに図面に示す。（系統
図，配置図，構造図等）

【再処理施設に関する図面】
・固体廃棄物の廃棄施設の設備構成，系統構成，
配置，構造等を説明する。
（系統図，配置図，構造図等）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

【再処理施設に関する図面】
・固体廃棄物の廃棄施設の配置，構造等を説明す
る。
（配置図，構造図等）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十五条 保管廃棄施設）

別紙２

2
　第１ガラス固化体貯蔵建屋は，地上１階，地下２階の建物とする設計と
する。

設置要求 第１ガラス固化体貯蔵建屋 基本方針

3
　低レベル廃棄物処理建屋は，地上４階，地下２階の建物とする設計とす
る。

設置要求

低レベル廃棄物処理建屋
（低レベル廃棄物処理建屋/第2低レベル廃棄物貯
蔵建屋間洞道含む）
（低レベル廃棄物処理建屋/チャンネルボック
ス・バーナブルポイズン処理建屋間洞道含む）

基本方針

4
　チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋は，地上２階，地下
１階の建物とする設計とする。

設置要求
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋

基本方針

5
　ハル・エンドピース貯蔵建屋は，地上２階，地下４階建物とする設計と
する。

設置要求 ハル・エンドピース貯蔵建屋 基本方針

6 　第１低レベル廃棄物貯蔵建屋は，地上１階の建物とする設計とする。 設置要求 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 基本方針

7
　第２低レベル廃棄物貯蔵建屋は，地上２階，地下３階の建物とする設計
とする。

設置要求 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 基本方針

8 　第４低レベル廃棄物貯蔵建屋は，地上１階の建物とする設計とする。 設置要求 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 基本方針

11

5.3.1　高レベル廃液ガラス固化設備

　高レベル廃液ガラス固化設備は，２系列(一部１系列)で構成する。
　高レベル廃液ガラス固化設備は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液
処理設備の高レベル廃液濃縮系等から発生する高レベル廃液を処理するこ
とが可能な能力を有する設計とする。
　高レベル廃液ガラス固化設備は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液
貯蔵設備から高レベル濃縮廃液及び不溶解残渣廃液を高レベル廃液混合槽
に受け入れる設計とする。また，アルカリ濃縮廃液及びアルカリ洗浄廃液
をアルカリ濃縮廃液中和槽に受け入れる設計とする。
　必要に応じて中和等の処理をしたアルカリ濃縮廃液及びアルカリ洗浄廃
液は，高レベル廃液混合槽に移送する。高レベル廃液混合槽内の廃液は，
必要に応じて組成調整を行った後，供給液槽及び供給槽を経てガラス溶融
炉に移送し，ガラス原料とともに溶融する設計とする。
　また，ガラス溶融炉の洗浄運転を実施する場合は，高レベル廃液に替え
てガラス溶融炉に模擬廃液供給設備より模擬廃液を移送し，ガラス原料と
ともに溶融する設計とする。
　ガラス溶融炉内で溶融したガラスは，固化セル移送台車上のガラス固化
体容器に注入する設計とする。
　注入後，溶接機にてガラス固化体容器にふたを溶接し，除染装置にて，
ガラス固化体表面の除染を行う。その後，ガラス固化体検査装置での各種
検査（外観検査，表面汚染検査，寸法検査，閉じ込め検査）を実施したガ
ラス固化体は，ガラス固化体検査室天井クレーンによりガラス固化体貯蔵
設備に移送する設計とする。

設置要求
機能要求①

高レベル廃液ガラス固化設備
 (許可文中、第7.4-1表、第7.4-1図)

基本方針
設計方針

高レベル廃液ガラス固化設備
低レベル固体廃棄物処理設備(低レベル濃縮廃液
処理系)
低レベル固体廃棄物処理設備(廃溶媒処理系)
低レベル固体廃棄物処理設備(雑固体廃棄物処理
系)
低レベル固体廃棄物処理設備(チャンネルボック
ス・バーナブルポイズン処理系)

基本方針

9

　固体廃棄物の廃棄施設のうち，ガラス固化体貯蔵設備及び低レベル固体
廃棄物貯蔵設備は，放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を有す
る設計とする。
　また，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体の冷却のための適切な措
置を講ずる設計とする。

機能要求①
機能要求②

ガラス固化体貯蔵設備
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(ハル・エンドピー
ス貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(チャンネルボック
ス・バーナブルポイズン貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(第１低レベル廃棄
物貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(第２低レベル廃棄
物貯蔵系 第１貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(第２低レベル廃棄
物貯蔵系 第２貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(第４低レベル廃棄
物貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(廃樹脂貯蔵系)

基本方針

10

　高レベル廃液ガラス固化設備は，各施設から発生する高レベル廃液を処
理できる能力を有する設計とする。
　低レベル固体廃棄物処理設備は，各施設及び公益財団法人核物質管理セ
ンターが運営する六ヶ所保障措置分析所（以下「各種施設」という。）で
発生する低レベル濃縮廃液，廃溶媒，雑固体及びＣＢ・ＢＰを処理できる
能力を有する設計とする。

機能要求①
機能要求②

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

1

第２章　個別項目
5. 放射性廃棄物の廃棄施設
5.3　固体廃棄物の廃棄施設

　固体廃棄物の廃棄施設は，高レベル廃液をガラス固化体に処理する高レ
ベル廃液ガラス固化設備，ガラス固化体を貯蔵するガラス固化体貯蔵設
備，低レベル濃縮廃液，廃棄する有機溶媒（以下「廃溶媒」という。），
チャンネルボックス（以下「ＣＢ」という。），バーナブルポイズン（以
下「ＢＰ」という。）及び雑固体を処理する低レベル固体廃棄物処理設備
並びに低レベル固体廃棄物を貯蔵する低レベル固体廃棄物貯蔵設備で構成
する。
　高レベル廃液ガラス固化設備は，高レベル廃液ガラス固化建屋に，ガラ
ス固化体貯蔵設備は，高レベル廃液ガラス固化建屋及び第１ガラス固化体
貯蔵建屋に，低レベル固体廃棄物処理設備は，低レベル廃棄物処理建屋及
びチャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋に，低レベル固体廃
棄物貯蔵設備は，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋，ハ
ル・エンドピース貯蔵建屋，第１低レベル廃棄物貯蔵建屋，第２低レベル
廃棄物貯蔵建屋及び第４低レベル廃棄物貯蔵建屋に収納する設計とする。

設置要求 基本方針 基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

基本方針 基本方針

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

△

基本方針

― ―

<建物・構造物>
・主要寸法
・主要材料
<容器>
・容量
・主要寸法
・主要材料

△

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

― 基本方針

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

― ―

<機械装置>
・種類
・容量
・主要寸法
・主要材料
<容器>
・容量
・主要寸法
・主要材料

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

― ― ―

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針

第２回

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

― ―基本方針 ―△ 基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十五条 保管廃棄施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

12
　なお，ガラス固化体貯蔵設備で貯蔵中のガラス固化体の過度の温度上昇
を防止する観点から，高レベル廃液ガラス固化設備では，ガラス固化体１
本当たりの発熱量2.3ｋＷ以下を目標としてガラス固化体を製造する。

運用要求 高レベル廃液ガラス固化設備
基本方針
設計方針（評価方針
等）

― ― ― ― ―

13

　ただし，ガラス固化体の発熱量は，高レベル廃液の分析値のばらつき，
ガラス溶融炉への高レベル廃液及びガラス原料の供給量の変動並びにガラ
ス固化体容器へのガラス注入量の変動を考慮すると目標からばらつくこと
が考えられ，2.3ｋＷ／本以下を目標としてガラス固化体を製造する場
合，製造されるガラス固化体の発熱量は，ばらつきを考慮して１本の最大
値としては 2.8ｋＷ／本となるような設計とする。

運用要求 高レベル廃液ガラス固化設備
基本方針
設計方針（評価方針
等）

― ― ― ― ―

14

　ガラス溶融炉は，計測制御系統施設の固化セル移送台車上の重量計の信
号が固化ガラス１本分の質量になると発信する信号により，流下ノズルの
加熱を停止し，さらに，流下ノズル冷却用の冷却空気供給用弁を開とし，
その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を供給し，溶融ガ
ラスの流下停止を行う流下停止系を設ける設計とする。

設置要求
高レベル廃液ガラス固化設備
 (許可文中、第7.4-1表、第7.4-1図)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

15
　高レベル廃液調整槽（高レベル廃液混合槽，アルカリ濃縮廃液中和槽）
及び高レベル廃液供給液槽（供給液槽，供給槽）は，廃液かくはん用にか
くはん装置を設ける設計とする。

設置要求
高レベル廃液ガラス固化設備
 (許可文中、第7.4-1表、第7.4-1図)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

16
　ガラス溶融炉は，運転中に流下性の改善を図るため，棒状の装置を炉の
上部から流下ノズル内部に挿入できる設計とする。

設置要求
高レベル廃液ガラス固化設備
 (許可文中、第7.4-1表、第7.4-1図)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

17

　なお，固化セル移送台車，ガラス固化体検査室天井クレーン等について
は，ガラス固化体を搬送する能力として必要な容量を有する設計とする。
また，逸走防止のインターロックを設ける設計とする。
　ガラス固化体検査室天井クレーン等は，ガラス固化体の落下防止のた
め，つりワイヤを二重化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，電源
喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ機能を有する構造とする。
さらに，ガラス固化体のつり上げ高さを９ｍ以内に制限できるインター
ロックを設ける設計とする。

機能要求① 高レベル廃液ガラス固化設備（搬送設備）
基本方針
設計方針

Ⅵ-1-1-10　搬送設備に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【使用済燃料等の落下防止対策】
・搬送設備の逸走防止，落下防止及び搬送中の動
力供給停止について説明する。

【搬送設備の容量】
搬送設備の搬送物重量の容量について説明する。

【搬送設備のつり上げ高さ】
搬送設備の高さ制限について説明する。

― ― ― ― ―

18

5.3.2　ガラス固化体貯蔵設備

　ガラス固化体貯蔵設備は，貯蔵ピット，トレンチ移送台車，ガラス固化
体検査室パワーマニプレータ，ガラス固化体検査室収納架台，ガラス固化
体受入れクレーン，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーン，冷却空
気入口シャフト及び冷却空気出口シャフトで構成する。
　ガラス固化体貯蔵設備は，高レベル廃液ガラス固化設備からガラス固化
体を受け入れる設計とする。ガラス固化体は，高レベル廃液ガラス固化設
備のガラス固化体検査室天井クレーンにより高レベル廃液ガラス固化建屋
内の貯蔵ピットに搬送し，貯蔵するか，又はトレンチ移送台車により第１
ガラス固化体貯蔵建屋へ払い出す。高レベル廃液ガラス固化建屋から払い
出したガラス固化体は，ガラス固化体受入れクレーンを用いて，トレンチ
移送台車から取り出す。取り出したガラス固化体は，第１ガラス固化体貯
蔵建屋床面走行クレーンにより第１ガラス固化体貯蔵建屋内の貯蔵ピット
に搬送し，貯蔵する設計とする。

設置要求
機能要求①

ガラス固化体貯蔵設備
 (許可文中、第7.4-2表)

基本方針
設計方針（評価方針
等）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

【再処理施設に関する図面】
・ガラス固化体貯蔵設備の系統構成について各規
則の施設区分ごとに図面に示す。（系統図，配置
図，構造図等）

― ― ― ― ―

19

　ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体から発生する崩壊熱によるガラ
ス固化体及び構造物の過度の温度上昇を防止するため，冷却空気を冷却空
気入口シャフトから貯蔵ピットの下部に流入し，ガラス固化体からの崩壊
熱により生じる通風力によって、収納管と通風管の間の円環流路を上昇し
ながらガラス固化体の崩壊熱を除去する。崩壊熱を除去した空気は，十分
な通風力を与える高さの冷却空気出口シャフト排気口から大気中へ放出す
る設計とし，これらによってガラス固化体及び構造物の温度を適切に維持
する設計とする。

設置要求
評価要求

ガラス固化体貯蔵設備
 (許可文中、第7.4-2表)

基本方針
設計方針（評価方針
等）
評価（崩壊熱除去解
析）

― ― ― ― ―

20

　また，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体からの崩壊熱が適切に除
去されていることを確認するため，冷却空気の温度を監視する設計とす
る。
　なお，ガラス固化体からの崩壊熱除去についての設計は，第１章　共通
項目「4.1　閉じ込め」に示す。

設置要求
冒頭宣言

ガラス固化体貯蔵設備
 (許可文中、第7.4-2表)

基本方針
設計方針（評価方針
等）
評価（崩壊熱除去解
析）

― ― ― ― ―

21

　トレンチ移送台車，ガラス固化体受入れクレーン等については，ガラス
固化体を搬送する能力として必要な容量を有する設計とする。また，逸走
防止のインターロックを設ける設計とする。
　ガラス固化体受入れクレーン等については，ガラス固化体の落下防止の
ため，つりワイヤを二重化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，電
源喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ機能を有する構造とす
る。さらに，ガラス固化体のつり上げ高さを９ｍ以内に制限できるイン
ターロックを設ける設計とする。

機能要求① ガラス固化体貯蔵設備（搬送設備）
基本方針
設計方針

Ⅵ-1-1-10　搬送設備に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【使用済燃料等の落下防止対策】
・搬送設備の逸走防止，落下防止及び搬送中の動
力供給停止について説明する。

【搬送設備の容量】
搬送設備の搬送物重量の容量について説明する。

【搬送設備のつり上げ高さ】
搬送設備の高さ制限について説明する。

― ― ― ― ―

【崩壊熱除去に関する基本方針】
・ガラス固化体からの崩壊熱によりコンクリート
が加熱される恐れがあることから間接自然空冷貯
蔵方式にて崩壊熱を除去しコンクリート温度を適
切に維持する旨記載する。

【崩壊熱除去対象設備】
・冷却空気によるガラス固化体から発生する崩壊
熱の除去、断熱材等による貯蔵区域天井部コンク
リートの過熱防止、空気流路（側壁流路）による
貯蔵区域の側壁部の発熱除去、断熱材による冷却
空気出口シャフトの過熱防止について記載する。

【崩壊熱量】
・ガラス固化体一本当たりの平均発熱量2.3kWか
ら各解析に用いる発熱量を設定する。

【崩壊熱除去解析方法】
・解析フロー、解析モデル、パラメータ設定、解
析コードについて記載する。

【計算コード】
・温度評価に用いる解析コードおよびその使用の
妥当性について記載する。

【解析のケース】
・解析を実施する上で温度が厳しい条件となるガ
ラス固化体収納状態をいくつかケース分けし記載
する

【解析結果】
・崩壊熱除去解析により得られた冷却空気量、ガ
ラス固化体温度、コンクリート部温度を記載す
る。

Ⅵ-1-6
「放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」
3.3 固体廃棄物の廃棄施設
3.3.7 ガラス固化体貯蔵設備の崩壊熱の除去に関
する説明

添付書類
「ガラス固化体貯蔵設備の崩壊熱の除去に関する
説明書」

既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

【再処理施設に関する図面】
・高レベル廃液ガラス固化設備の系統構成につい
て各規則の施設区分ごとに図面に示す。（系統
図，配置図，構造図等）
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別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

12
　なお，ガラス固化体貯蔵設備で貯蔵中のガラス固化体の過度の温度上昇
を防止する観点から，高レベル廃液ガラス固化設備では，ガラス固化体１
本当たりの発熱量2.3ｋＷ以下を目標としてガラス固化体を製造する。

運用要求 高レベル廃液ガラス固化設備
基本方針
設計方針（評価方針
等）

13

　ただし，ガラス固化体の発熱量は，高レベル廃液の分析値のばらつき，
ガラス溶融炉への高レベル廃液及びガラス原料の供給量の変動並びにガラ
ス固化体容器へのガラス注入量の変動を考慮すると目標からばらつくこと
が考えられ，2.3ｋＷ／本以下を目標としてガラス固化体を製造する場
合，製造されるガラス固化体の発熱量は，ばらつきを考慮して１本の最大
値としては 2.8ｋＷ／本となるような設計とする。

運用要求 高レベル廃液ガラス固化設備
基本方針
設計方針（評価方針
等）

14

　ガラス溶融炉は，計測制御系統施設の固化セル移送台車上の重量計の信
号が固化ガラス１本分の質量になると発信する信号により，流下ノズルの
加熱を停止し，さらに，流下ノズル冷却用の冷却空気供給用弁を開とし，
その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を供給し，溶融ガ
ラスの流下停止を行う流下停止系を設ける設計とする。

設置要求
高レベル廃液ガラス固化設備
 (許可文中、第7.4-1表、第7.4-1図)

基本方針
設計方針

15
　高レベル廃液調整槽（高レベル廃液混合槽，アルカリ濃縮廃液中和槽）
及び高レベル廃液供給液槽（供給液槽，供給槽）は，廃液かくはん用にか
くはん装置を設ける設計とする。

設置要求
高レベル廃液ガラス固化設備
 (許可文中、第7.4-1表、第7.4-1図)

基本方針
設計方針

16
　ガラス溶融炉は，運転中に流下性の改善を図るため，棒状の装置を炉の
上部から流下ノズル内部に挿入できる設計とする。

設置要求
高レベル廃液ガラス固化設備
 (許可文中、第7.4-1表、第7.4-1図)

基本方針
設計方針

17

　なお，固化セル移送台車，ガラス固化体検査室天井クレーン等について
は，ガラス固化体を搬送する能力として必要な容量を有する設計とする。
また，逸走防止のインターロックを設ける設計とする。
　ガラス固化体検査室天井クレーン等は，ガラス固化体の落下防止のた
め，つりワイヤを二重化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，電源
喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ機能を有する構造とする。
さらに，ガラス固化体のつり上げ高さを９ｍ以内に制限できるインター
ロックを設ける設計とする。

機能要求① 高レベル廃液ガラス固化設備（搬送設備）
基本方針
設計方針

18

5.3.2　ガラス固化体貯蔵設備

　ガラス固化体貯蔵設備は，貯蔵ピット，トレンチ移送台車，ガラス固化
体検査室パワーマニプレータ，ガラス固化体検査室収納架台，ガラス固化
体受入れクレーン，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーン，冷却空
気入口シャフト及び冷却空気出口シャフトで構成する。
　ガラス固化体貯蔵設備は，高レベル廃液ガラス固化設備からガラス固化
体を受け入れる設計とする。ガラス固化体は，高レベル廃液ガラス固化設
備のガラス固化体検査室天井クレーンにより高レベル廃液ガラス固化建屋
内の貯蔵ピットに搬送し，貯蔵するか，又はトレンチ移送台車により第１
ガラス固化体貯蔵建屋へ払い出す。高レベル廃液ガラス固化建屋から払い
出したガラス固化体は，ガラス固化体受入れクレーンを用いて，トレンチ
移送台車から取り出す。取り出したガラス固化体は，第１ガラス固化体貯
蔵建屋床面走行クレーンにより第１ガラス固化体貯蔵建屋内の貯蔵ピット
に搬送し，貯蔵する設計とする。

設置要求
機能要求①

ガラス固化体貯蔵設備
 (許可文中、第7.4-2表)

基本方針
設計方針（評価方針
等）

19

　ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体から発生する崩壊熱によるガラ
ス固化体及び構造物の過度の温度上昇を防止するため，冷却空気を冷却空
気入口シャフトから貯蔵ピットの下部に流入し，ガラス固化体からの崩壊
熱により生じる通風力によって、収納管と通風管の間の円環流路を上昇し
ながらガラス固化体の崩壊熱を除去する。崩壊熱を除去した空気は，十分
な通風力を与える高さの冷却空気出口シャフト排気口から大気中へ放出す
る設計とし，これらによってガラス固化体及び構造物の温度を適切に維持
する設計とする。

設置要求
評価要求

ガラス固化体貯蔵設備
 (許可文中、第7.4-2表)

基本方針
設計方針（評価方針
等）
評価（崩壊熱除去解
析）

20

　また，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体からの崩壊熱が適切に除
去されていることを確認するため，冷却空気の温度を監視する設計とす
る。
　なお，ガラス固化体からの崩壊熱除去についての設計は，第１章　共通
項目「4.1　閉じ込め」に示す。

設置要求
冒頭宣言

ガラス固化体貯蔵設備
 (許可文中、第7.4-2表)

基本方針
設計方針（評価方針
等）
評価（崩壊熱除去解
析）

21

　トレンチ移送台車，ガラス固化体受入れクレーン等については，ガラス
固化体を搬送する能力として必要な容量を有する設計とする。また，逸走
防止のインターロックを設ける設計とする。
　ガラス固化体受入れクレーン等については，ガラス固化体の落下防止の
ため，つりワイヤを二重化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，電
源喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ機能を有する構造とす
る。さらに，ガラス固化体のつり上げ高さを９ｍ以内に制限できるイン
ターロックを設ける設計とする。

機能要求① ガラス固化体貯蔵設備（搬送設備）
基本方針
設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―
Ⅵ-1-1-10　搬送設備に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-6 「放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明
書」
「ガラス固化体貯蔵設備の崩壊熱の除去に関する
説明書」

既設工認 添付書類「ガラス固化体貯蔵設備の崩
壊熱の除去に関する説明書」より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-6 「放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明
書」
「ガラス固化体貯蔵設備の崩壊熱の除去に関する
説明書」

既設工認 添付書類「ガラス固化体貯蔵設備の崩
壊熱の除去に関する説明書」より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―
Ⅵ-1-1-10　搬送設備に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

22

5.3.3　低レベル固体廃棄物処理設備

　低レベル固体廃棄物処理設備は，低レベル濃縮廃液処理系，廃溶媒処理
系，雑固体廃棄物処理系及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン処
理系で構成する。

設置要求

低レベル固体廃棄物処理設備
(低レベル濃縮廃液処理系)
 (許可文中、第7.4-3表、第7.4-6図)
(廃溶媒処理系)
 (許可文中、第7.4-4表、第7.4-6図)
(雑固体廃棄物処理系)
 (許可文中、第7.4-5表、第7.4-6図)
(チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理
系)
 (許可文中、第7.4-6表、第7.4-6図)

基本方針 ― ― ― ― ―

23

5.3.3.1　低レベル濃縮廃液処理系

　低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置及び固化装置は，各１系列で構成す
る。低レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処
理設備から発生する低レベル濃縮廃液を処理することが可能な能力を有す
る設計とする。

機能要求①
設置要求

低レベル固体廃棄物処理設備
(低レベル濃縮廃液処理系)
 (許可文中、第7.4-3表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

24

　低レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理
設備の第１低レベル廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液を，乾燥装
置へ連続供給して乾燥した後，圧縮成型し，ドラム缶又は角型容器（以下
｢ドラム缶等｣という｡)に詰め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低
レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，必要に応じチャンネ
ルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系へ移送する設計とする。また，使
用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系から発生する低レベル濃縮
廃液を，固化装置へ供給し固化材と混合した後，ドラム缶内に固化し，低
レベル固体廃棄物貯蔵設備の第１低レベル廃棄物貯蔵系，第２低レベル廃
棄物貯蔵系の第１貯蔵系若しくは第２貯蔵系又は第４低レベル廃棄物貯蔵
系へ移送する設計とする。

機能要求①

低レベル固体廃棄物処理設備
(低レベル濃縮廃液処理系)
 (許可文中、第7.4-3表、第7.4-6図)

低レベル廃液処理設備
(使用済燃料の受入れ施設及び
 貯蔵施設廃液処理系)
低レベル廃液処理設備
(第１低レベル廃液処理系)
 (許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

25

5.3.3.2　廃溶媒処理系

　廃溶媒処理系は，１系列で構成する。廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の回
収施設の溶媒処理系から発生する廃溶媒を処理することが可能な能力を有
する設計とする。

機能要求①
設置要求

低レベル固体廃棄物処理設備
(廃溶媒処理系)
 (許可文中、第7.4-4表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

26

　廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の回収施設の溶媒処理系から発生する廃溶
媒を，水酸化カルシウムと混合し，熱分解装置へ供給してりん酸と可燃性
ガスに熱分解する設計とする。りん酸は，熱分解と同時に水酸化カルシウ
ムで中和し熱分解生成物として熱分解装置から抜き出し，圧縮成型した
後，ドラム缶等に詰め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル
廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，必要に応じチャンネルボッ
クス・バーナブルポイズン貯蔵系へ移送する設計とする。また，可燃性ガ
スは，燃焼装置へ導いて燃焼し，燃焼後の廃ガスは，気体廃棄物の廃棄施
設の塔槽類廃ガス処理設備へ移送する設計とする。

機能要求①
低レベル固体廃棄物処理設備
(廃溶媒処理系)
 (許可文中、第7.4-4表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

27

　また，熱分解装置は，窒素ガスを供給することにより，廃溶媒を不活性
な雰囲気下で熱分解する設計とする。また，熱分解装置は，外部ヒータを
適切に制御するとともにその内部温度を測定し，運転状態を監視する設計
とする。
　燃焼装置は，その内部温度を測定し，燃焼状態を監視する設計とすると
ともに，耐火物を内張りし，装置外面における過度の温度上昇を防止する
設計とする。
　なお，火災及び爆発の発生防止に係る設備設計については，第１章　共
通項目「5.2　火災及び爆発の発生防止」に示す。

機能要求①
冒頭宣言

低レベル固体廃棄物処理設備
(廃溶媒処理系)
 (許可文中、第7.4-4表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

28

5.3.3.3　雑固体廃棄物処理系

　雑固体廃棄物処理系は，１系列で構成する。雑固体廃棄物処理系は，各
種施設から発生する雑固体を処理することが可能な能力を有する設計とす
る。

機能要求①
設置要求

低レベル固体廃棄物処理設備
(雑固体廃棄物処理系)
 (許可文中、第7.4-5表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

29

　雑固体廃棄物処理系は，各種施設から発生する雑固体のうち焼却可能な
ものを必要に応じ焼却装置で焼却し廃溶媒処理系の圧縮成型装置で圧縮成
型した後，ドラム缶等に詰め，また，雑固体のうち焼却しないものを圧縮
減容装置で圧縮減容した後ドラム缶等に詰め，又は，そのままドラム缶等
に詰め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の
第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，必要に応じチャンネルボックス・バーナブ
ルポイズン貯蔵系へ移送する設計とする。
　また，雑固体のうち，低レベル廃液処理設備の油分除去系から発生する
廃活性炭は，雑固体廃棄物処理系で水切りした後，ドラム缶に詰め，主に
低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又
は第２貯蔵系へ移送する設計とする。
　ただし，雑固体のうち，よう素フィルタは第２低レベル廃棄物貯蔵系の
第２貯蔵系に貯蔵する設計とする。
　また，焼却装置及びセラミックフィルタは，耐火物を内張りし，機器外
面における過度の温度上昇を防止する設計とする。

運用要求
機能要求①

低レベル固体廃棄物処理設備
(雑固体廃棄物処理系)
 (許可文中、第7.4-5表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

30

5.3.3.4　チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系

　チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系（以下「ＣＢ・ＢＰ処
理系」という。）は，２系列(一部１系列)で構成する。ＣＢ・ＢＰ処理系
は，使用済燃料の貯蔵施設において，せん断前の処理として，使用済燃料
集合体から取り外したＣＢ・ＢＰを処理することが可能な能力を有する設
計とする。

機能要求①

低レベル固体廃棄物処理設備
(チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理
系)
 (許可文中、第7.4-6表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

31

　使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設備において，せん断前の処理
として，使用済燃料集合体から取り外したＣＢ及びＢＰは，使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋で，それぞれ第１ＣＢ切断装置及び第１ＢＰ切断装置によ
り使用済燃料の貯蔵施設のプール水中で切断後, チャンネルボックス・
バーナブルポイズン処理建屋へ移送し, それぞれ第２ＣＢ切断装置及び第
２ＢＰ切断装置により切断ピット水中で更に切断し，収納容器に収納し
て，ドラム缶等に詰め，低レベル固体廃棄物貯蔵設備のチャンネルボック
ス・バーナブルポイズン貯蔵系に移送する設計とする｡ 第１ＣＢ切断装置
はＣＢを二つに切断し，第２ＣＢ切断装置は更に切断し，平板状にする設
計とする。第１ＢＰ切断装置はＢＰを支持体とＢＰ棒本体に分割切断し，
第２ＢＰ切断装置はＢＰ棒本体をせん断する設計とする。
　また，切断ピットは，ピット水の水質の維持・管理を図る設計とする。

運用要求
機能要求①

低レベル固体廃棄物処理設備
(チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理
系)
 (許可文中、第7.4-6表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

【再処理施設に関する図面】
・低レベル固体廃棄物処理設備の系統構成につい
て各規則の施設区分ごとに図面に示す。（系統
図，配置図，構造図等）
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基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

22

5.3.3　低レベル固体廃棄物処理設備

　低レベル固体廃棄物処理設備は，低レベル濃縮廃液処理系，廃溶媒処理
系，雑固体廃棄物処理系及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン処
理系で構成する。

設置要求

低レベル固体廃棄物処理設備
(低レベル濃縮廃液処理系)
 (許可文中、第7.4-3表、第7.4-6図)
(廃溶媒処理系)
 (許可文中、第7.4-4表、第7.4-6図)
(雑固体廃棄物処理系)
 (許可文中、第7.4-5表、第7.4-6図)
(チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理
系)
 (許可文中、第7.4-6表、第7.4-6図)

基本方針

23

5.3.3.1　低レベル濃縮廃液処理系

　低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置及び固化装置は，各１系列で構成す
る。低レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処
理設備から発生する低レベル濃縮廃液を処理することが可能な能力を有す
る設計とする。

機能要求①
設置要求

低レベル固体廃棄物処理設備
(低レベル濃縮廃液処理系)
 (許可文中、第7.4-3表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針

24

　低レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理
設備の第１低レベル廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液を，乾燥装
置へ連続供給して乾燥した後，圧縮成型し，ドラム缶又は角型容器（以下
｢ドラム缶等｣という｡)に詰め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低
レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，必要に応じチャンネ
ルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系へ移送する設計とする。また，使
用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系から発生する低レベル濃縮
廃液を，固化装置へ供給し固化材と混合した後，ドラム缶内に固化し，低
レベル固体廃棄物貯蔵設備の第１低レベル廃棄物貯蔵系，第２低レベル廃
棄物貯蔵系の第１貯蔵系若しくは第２貯蔵系又は第４低レベル廃棄物貯蔵
系へ移送する設計とする。

機能要求①

低レベル固体廃棄物処理設備
(低レベル濃縮廃液処理系)
 (許可文中、第7.4-3表、第7.4-6図)

低レベル廃液処理設備
(使用済燃料の受入れ施設及び
 貯蔵施設廃液処理系)
低レベル廃液処理設備
(第１低レベル廃液処理系)
 (許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図)

基本方針
設計方針

25

5.3.3.2　廃溶媒処理系

　廃溶媒処理系は，１系列で構成する。廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の回
収施設の溶媒処理系から発生する廃溶媒を処理することが可能な能力を有
する設計とする。

機能要求①
設置要求

低レベル固体廃棄物処理設備
(廃溶媒処理系)
 (許可文中、第7.4-4表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針

26

　廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の回収施設の溶媒処理系から発生する廃溶
媒を，水酸化カルシウムと混合し，熱分解装置へ供給してりん酸と可燃性
ガスに熱分解する設計とする。りん酸は，熱分解と同時に水酸化カルシウ
ムで中和し熱分解生成物として熱分解装置から抜き出し，圧縮成型した
後，ドラム缶等に詰め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル
廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，必要に応じチャンネルボッ
クス・バーナブルポイズン貯蔵系へ移送する設計とする。また，可燃性ガ
スは，燃焼装置へ導いて燃焼し，燃焼後の廃ガスは，気体廃棄物の廃棄施
設の塔槽類廃ガス処理設備へ移送する設計とする。

機能要求①
低レベル固体廃棄物処理設備
(廃溶媒処理系)
 (許可文中、第7.4-4表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針
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　また，熱分解装置は，窒素ガスを供給することにより，廃溶媒を不活性
な雰囲気下で熱分解する設計とする。また，熱分解装置は，外部ヒータを
適切に制御するとともにその内部温度を測定し，運転状態を監視する設計
とする。
　燃焼装置は，その内部温度を測定し，燃焼状態を監視する設計とすると
ともに，耐火物を内張りし，装置外面における過度の温度上昇を防止する
設計とする。
　なお，火災及び爆発の発生防止に係る設備設計については，第１章　共
通項目「5.2　火災及び爆発の発生防止」に示す。

機能要求①
冒頭宣言

低レベル固体廃棄物処理設備
(廃溶媒処理系)
 (許可文中、第7.4-4表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針
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5.3.3.3　雑固体廃棄物処理系

　雑固体廃棄物処理系は，１系列で構成する。雑固体廃棄物処理系は，各
種施設から発生する雑固体を処理することが可能な能力を有する設計とす
る。

機能要求①
設置要求

低レベル固体廃棄物処理設備
(雑固体廃棄物処理系)
 (許可文中、第7.4-5表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針
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　雑固体廃棄物処理系は，各種施設から発生する雑固体のうち焼却可能な
ものを必要に応じ焼却装置で焼却し廃溶媒処理系の圧縮成型装置で圧縮成
型した後，ドラム缶等に詰め，また，雑固体のうち焼却しないものを圧縮
減容装置で圧縮減容した後ドラム缶等に詰め，又は，そのままドラム缶等
に詰め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の
第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，必要に応じチャンネルボックス・バーナブ
ルポイズン貯蔵系へ移送する設計とする。
　また，雑固体のうち，低レベル廃液処理設備の油分除去系から発生する
廃活性炭は，雑固体廃棄物処理系で水切りした後，ドラム缶に詰め，主に
低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又
は第２貯蔵系へ移送する設計とする。
　ただし，雑固体のうち，よう素フィルタは第２低レベル廃棄物貯蔵系の
第２貯蔵系に貯蔵する設計とする。
　また，焼却装置及びセラミックフィルタは，耐火物を内張りし，機器外
面における過度の温度上昇を防止する設計とする。

運用要求
機能要求①

低レベル固体廃棄物処理設備
(雑固体廃棄物処理系)
 (許可文中、第7.4-5表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針
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5.3.3.4　チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系

　チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系（以下「ＣＢ・ＢＰ処
理系」という。）は，２系列(一部１系列)で構成する。ＣＢ・ＢＰ処理系
は，使用済燃料の貯蔵施設において，せん断前の処理として，使用済燃料
集合体から取り外したＣＢ・ＢＰを処理することが可能な能力を有する設
計とする。

機能要求①

低レベル固体廃棄物処理設備
(チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理
系)
 (許可文中、第7.4-6表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針

31

　使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設備において，せん断前の処理
として，使用済燃料集合体から取り外したＣＢ及びＢＰは，使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋で，それぞれ第１ＣＢ切断装置及び第１ＢＰ切断装置によ
り使用済燃料の貯蔵施設のプール水中で切断後, チャンネルボックス・
バーナブルポイズン処理建屋へ移送し, それぞれ第２ＣＢ切断装置及び第
２ＢＰ切断装置により切断ピット水中で更に切断し，収納容器に収納し
て，ドラム缶等に詰め，低レベル固体廃棄物貯蔵設備のチャンネルボック
ス・バーナブルポイズン貯蔵系に移送する設計とする｡ 第１ＣＢ切断装置
はＣＢを二つに切断し，第２ＣＢ切断装置は更に切断し，平板状にする設
計とする。第１ＢＰ切断装置はＢＰを支持体とＢＰ棒本体に分割切断し，
第２ＢＰ切断装置はＢＰ棒本体をせん断する設計とする。
　また，切断ピットは，ピット水の水質の維持・管理を図る設計とする。

運用要求
機能要求①

低レベル固体廃棄物処理設備
(チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理
系)
 (許可文中、第7.4-6表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十五条 保管廃棄施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

32

5.3.4　低レベル固体廃棄物貯蔵設備

　低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，廃樹脂貯蔵系，ハル・エンドピース貯
蔵系，チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系，第１低レベル廃
棄物貯蔵系，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系，第２低
レベル廃棄物貯蔵系及び第４低レベル廃棄物貯蔵系で構成する。
　低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，各種施設から発生する低レベル固体廃
棄物（廃樹脂及び廃スラッジ，ハル・エンドピース，ＣＢ及びＢＰの処理
物，低レベル濃縮廃液の処理物，廃溶媒の処理物，雑固体の処理物等），
ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設から発生する雑固体を貯蔵する能
力を有する設計とする。
　廃樹脂及び廃スラッジは，貯槽に貯蔵する設計とする。
その他の低レベル固体廃棄物は，ドラム缶等又は容器（ドラム）に詰め，
貯蔵室又は貯蔵プールに貯蔵する設計とする。

設置要求
機能要求①

低レベル固体廃棄物貯蔵設備
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

33

5.3.4.1　廃樹脂貯蔵系

　廃樹脂貯蔵系は，使用済燃料の貯蔵施設のプール水浄化系，液体廃棄物
の廃棄施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系，低レベル
固体廃棄物貯蔵設備のハル・エンドピースを貯蔵するハル・エンドピース
貯蔵系並びに低レベル固体廃棄物処理設備のＣＢ・ＢＰ処理系から発生す
る廃樹脂及び廃スラッジを，廃樹脂貯槽に貯蔵する系であり，それぞれ使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋及びチャンネル
ボックス・バーナブルポイズン処理建屋に設置する設計とする。

機能要求①

低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(廃樹脂貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)
使用済燃料貯蔵設備
(プール水浄化系)
 (許可文中、第3-2表、第3-12図)
低レベル廃液処理設備
(使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理
系)
 (許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(ハル・エンドピース貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)
低レベル固体廃棄物処理設備
(チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理
系)
 (許可文中、第7.4-6表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―
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5.3.4.2　ハル・エンドピース貯蔵系

　ハル・エンドピース貯蔵系は，溶解施設から発生するハル・エンドピー
ス等を詰めたドラムをプール水中に貯蔵する系であり，ハル・エンドピー
ス貯蔵建屋に設置する設計とする。また，貯蔵プールは，プール水の水
質,水位及び温度の維持・管理を図る設計とする。

運用要求
機能要求①

低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(ハル・エンドピース貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―
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5.3.4.3　チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系

　チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系は，低レベル固体廃棄
物処理設備のＣＢ・ＢＰ処理系等から発生するＣＢ・ＢＰの処理物等を詰
めたドラム缶等を貯蔵する系であり，チャンネルボックス・バーナブルポ
イズン処理建屋に設置する設計とする。

機能要求①

低レベル固体廃棄物貯蔵設
(チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵
系)
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―
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5.3.4.4　第１低レベル廃棄物貯蔵系

　第１低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設
から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理し
ない雑固体を詰めたドラム缶等，低レベル固体廃棄物処理設備の低レベル
濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の固化体を詰めたドラム缶
及び各種施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を除く施設か
ら発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しな
い雑固体のうち，プルトニウムを含む溶液若しくは粉末又は高レベル廃液
による汚染のおそれのない雑固体であるセル及びグローブボックス以外か
ら発生する雑固体を詰めたドラム缶等を貯蔵する系であり，第１低レベル
廃棄物貯蔵建屋に設置する設計とする。

機能要求①
低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(第１低レベル廃棄物貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―
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5.3.4.5　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系

　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料の受
入れ及び貯蔵に係る施設から発生する低レベル廃棄物処理設備の雑固体廃
棄物処理系で処理しない雑固体を詰めたドラム缶を貯蔵する系であり，使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋地下２階及び地下３階に設置する設計とする。

機能要求①

低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯
蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―
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5.3.4.6　第２低レベル廃棄物貯蔵系

　第２低レベル廃棄物貯蔵系は，再処理施設から発生する低レベル固体廃
棄物を貯蔵するとともに，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設から発
生し容器に詰められた雑固体を貯蔵する設計とする。
　第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，第２低レ
ベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，廃棄物管理施設と共用する。
　共用する第２低レベル廃棄物貯蔵系は，再処理施設から発生する低レベ
ル固体廃棄物，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設から発生する雑固
体の推定年間発生量に対して必要な容量を有する設計とすることで，共用
によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。
　なお，共用に係る設計方針については，第１章　共通項目「9.1　安全
機能を有する施設」に示す。

機能要求①
冒頭宣言

低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(第２低レベル廃棄物貯蔵系　第１貯蔵系)
(第２低レベル廃棄物貯蔵系　第２貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針（共用）

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

2. 基本方針
　(5) 共用に対する考慮
7. 共用に対する考慮

第1回申請より変更なし

【Ⅵ-1-1-4-1　安全機能を有する施設が使用され
る条件の下における健全性に関する説明書】

【2. 基本方針
　　(5) 共用に対する考慮】
【7. 共用に対する考慮】

安全機能を有する施設のうち，廃棄物管理施設，
ＭＯＸ燃料加工施設又は使用施設と共用するもの
は，共用によって再処理施設の安全性を損なうこ
とのない設計とする。

― ― ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

【再処理施設に関する図面】
・低レベル固体廃棄物貯蔵設備の系統構成につい
て各規則の施設区分ごとに図面に示す。（配置
図，構造図等）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

【再処理施設に関する図面】
・低レベル固体廃棄物貯蔵設備の系統構成につい
て各規則の施設区分ごとに図面に示す。（系統
図，配置図，構造図等）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十五条 保管廃棄施設）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

32

5.3.4　低レベル固体廃棄物貯蔵設備

　低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，廃樹脂貯蔵系，ハル・エンドピース貯
蔵系，チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系，第１低レベル廃
棄物貯蔵系，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系，第２低
レベル廃棄物貯蔵系及び第４低レベル廃棄物貯蔵系で構成する。
　低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，各種施設から発生する低レベル固体廃
棄物（廃樹脂及び廃スラッジ，ハル・エンドピース，ＣＢ及びＢＰの処理
物，低レベル濃縮廃液の処理物，廃溶媒の処理物，雑固体の処理物等），
ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設から発生する雑固体を貯蔵する能
力を有する設計とする。
　廃樹脂及び廃スラッジは，貯槽に貯蔵する設計とする。
その他の低レベル固体廃棄物は，ドラム缶等又は容器（ドラム）に詰め，
貯蔵室又は貯蔵プールに貯蔵する設計とする。

設置要求
機能要求①

低レベル固体廃棄物貯蔵設備
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針

33

5.3.4.1　廃樹脂貯蔵系

　廃樹脂貯蔵系は，使用済燃料の貯蔵施設のプール水浄化系，液体廃棄物
の廃棄施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系，低レベル
固体廃棄物貯蔵設備のハル・エンドピースを貯蔵するハル・エンドピース
貯蔵系並びに低レベル固体廃棄物処理設備のＣＢ・ＢＰ処理系から発生す
る廃樹脂及び廃スラッジを，廃樹脂貯槽に貯蔵する系であり，それぞれ使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋及びチャンネル
ボックス・バーナブルポイズン処理建屋に設置する設計とする。

機能要求①

低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(廃樹脂貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)
使用済燃料貯蔵設備
(プール水浄化系)
 (許可文中、第3-2表、第3-12図)
低レベル廃液処理設備
(使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理
系)
 (許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(ハル・エンドピース貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)
低レベル固体廃棄物処理設備
(チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理
系)
 (許可文中、第7.4-6表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針

34

5.3.4.2　ハル・エンドピース貯蔵系

　ハル・エンドピース貯蔵系は，溶解施設から発生するハル・エンドピー
ス等を詰めたドラムをプール水中に貯蔵する系であり，ハル・エンドピー
ス貯蔵建屋に設置する設計とする。また，貯蔵プールは，プール水の水
質,水位及び温度の維持・管理を図る設計とする。

運用要求
機能要求①

低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(ハル・エンドピース貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針

35

5.3.4.3　チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系

　チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系は，低レベル固体廃棄
物処理設備のＣＢ・ＢＰ処理系等から発生するＣＢ・ＢＰの処理物等を詰
めたドラム缶等を貯蔵する系であり，チャンネルボックス・バーナブルポ
イズン処理建屋に設置する設計とする。

機能要求①

低レベル固体廃棄物貯蔵設
(チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵
系)
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針

36

5.3.4.4　第１低レベル廃棄物貯蔵系

　第１低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設
から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理し
ない雑固体を詰めたドラム缶等，低レベル固体廃棄物処理設備の低レベル
濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の固化体を詰めたドラム缶
及び各種施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を除く施設か
ら発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しな
い雑固体のうち，プルトニウムを含む溶液若しくは粉末又は高レベル廃液
による汚染のおそれのない雑固体であるセル及びグローブボックス以外か
ら発生する雑固体を詰めたドラム缶等を貯蔵する系であり，第１低レベル
廃棄物貯蔵建屋に設置する設計とする。

機能要求①
低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(第１低レベル廃棄物貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針

37

5.3.4.5　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系

　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料の受
入れ及び貯蔵に係る施設から発生する低レベル廃棄物処理設備の雑固体廃
棄物処理系で処理しない雑固体を詰めたドラム缶を貯蔵する系であり，使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋地下２階及び地下３階に設置する設計とする。

機能要求①

低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯
蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針

38

5.3.4.6　第２低レベル廃棄物貯蔵系

　第２低レベル廃棄物貯蔵系は，再処理施設から発生する低レベル固体廃
棄物を貯蔵するとともに，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設から発
生し容器に詰められた雑固体を貯蔵する設計とする。
　第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，第２低レ
ベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，廃棄物管理施設と共用する。
　共用する第２低レベル廃棄物貯蔵系は，再処理施設から発生する低レベ
ル固体廃棄物，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設から発生する雑固
体の推定年間発生量に対して必要な容量を有する設計とすることで，共用
によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。
　なお，共用に係る設計方針については，第１章　共通項目「9.1　安全
機能を有する施設」に示す。

機能要求①
冒頭宣言

低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(第２低レベル廃棄物貯蔵系　第１貯蔵系)
(第２低レベル廃棄物貯蔵系　第２貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針（共用）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

2. 基本方針
　(5) 共用に対する考慮
7. 共用に対する考慮

第1回申請より変更なし

第1回申請の添付書類に変更がないことを説明す
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十五条 保管廃棄施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

39

5.3.4.6.1　第１貯蔵系
　第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処理設
備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の処理物及び
固化体，廃溶媒処理系から発生する廃溶媒の処理物，雑固体廃棄物処理系
から発生する雑固体の処理物又はそのまま容器に詰める雑固体，各種施設
から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理し
ない雑固体を詰めたドラム缶等並びにＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理
施設から発生する雑固体が詰められたドラム缶等を貯蔵する系であり，第
２低レベル廃棄物貯蔵建屋の地上１階に設置する設計とする。

機能要求①
低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(第２低レベル廃棄物貯蔵系　第１貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

40

5.3.4.6.2　第２貯蔵系
　第２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処理設
備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の処理物及び
固化体，廃溶媒処理系から発生する廃溶媒の処理物，雑固体廃棄物処理系
から発生する雑固体の処理物又はそのまま容器に詰める雑固体，各種施設
から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理し
ない雑固体を詰めたドラム缶等並びにＭＯＸ燃料加工施設から発生する雑
固体を詰めたドラム缶等を貯蔵する系であり，第２低レベル廃棄物貯蔵建
屋の地下１階，地下２階及び地下３階に設置する設計とする。ただし，よ
う素フィルタ等は，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋地下２階のフィルタ貯蔵
室に貯蔵する設計とする。

機能要求①
低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(第２低レベル廃棄物貯蔵系　第２貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

41

5.3.4.7　第４低レベル廃棄物貯蔵系

　第４低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設
から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理し
ない雑固体を詰めたドラム缶等，低レベル固体廃棄物処理設備の低レベル
濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の固化体を詰めたドラム缶
及び各種施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を除く施設か
ら発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しな
い雑固体のうち，セル及びグローブボックス以外から発生する雑固体を詰
めたドラム缶等を貯蔵する系であり，第４低レベル廃棄物貯蔵建屋に設置
する設計とする。

機能要求①
低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(第４低レベル廃棄物貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

【再処理施設に関する図面】
・低レベル固体廃棄物貯蔵設備の系統構成につい
て各規則の施設区分ごとに図面に示す。（配置
図，構造図等）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十五条 保管廃棄施設）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

39

5.3.4.6.1　第１貯蔵系
　第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処理設
備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の処理物及び
固化体，廃溶媒処理系から発生する廃溶媒の処理物，雑固体廃棄物処理系
から発生する雑固体の処理物又はそのまま容器に詰める雑固体，各種施設
から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理し
ない雑固体を詰めたドラム缶等並びにＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理
施設から発生する雑固体が詰められたドラム缶等を貯蔵する系であり，第
２低レベル廃棄物貯蔵建屋の地上１階に設置する設計とする。

機能要求①
低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(第２低レベル廃棄物貯蔵系　第１貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針

40

5.3.4.6.2　第２貯蔵系
　第２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処理設
備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の処理物及び
固化体，廃溶媒処理系から発生する廃溶媒の処理物，雑固体廃棄物処理系
から発生する雑固体の処理物又はそのまま容器に詰める雑固体，各種施設
から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理し
ない雑固体を詰めたドラム缶等並びにＭＯＸ燃料加工施設から発生する雑
固体を詰めたドラム缶等を貯蔵する系であり，第２低レベル廃棄物貯蔵建
屋の地下１階，地下２階及び地下３階に設置する設計とする。ただし，よ
う素フィルタ等は，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋地下２階のフィルタ貯蔵
室に貯蔵する設計とする。

機能要求①
低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(第２低レベル廃棄物貯蔵系　第２貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針

41

5.3.4.7　第４低レベル廃棄物貯蔵系

　第４低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設
から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理し
ない雑固体を詰めたドラム缶等，低レベル固体廃棄物処理設備の低レベル
濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の固化体を詰めたドラム缶
及び各種施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を除く施設か
ら発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しな
い雑固体のうち，セル及びグローブボックス以外から発生する雑固体を詰
めたドラム缶等を貯蔵する系であり，第４低レベル廃棄物貯蔵建屋に設置
する設計とする。

機能要求①
低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(第４低レベル廃棄物貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第27条 遮蔽）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

8.　遮蔽
　安全機能を有する施設は，周辺監視区域外の線量及び放射線業務従事者
の被ばく線量が，「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則
等の規定に基づく線量限度等を定める告示」（以下「線量告示」とい
う。）に定められた線量限度を超えないことはもとより，公衆の被ばく線
量及び放射線業務従事者が立ち入る場所における線量を合理的に達成でき
る限り低くするため，以下の遮蔽等の対策を講ずる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅱ-1　放射線による被ばくの防止に関する基本方
針
1．放射線による被ばくの防止の基本方針

Ⅱ-1-1　遮蔽設計に関する基本方針
2.1　基本的な考え方

【基本的な考え方】
・放射線による被ばくの防止の基本方針を記載

・遮蔽設計の基本方針を記載

- - - - -

基本方針
評価方法

Ⅱ-1-1　遮蔽設計に関する基本方針
2.1　基本的な考え方

2.2　遮蔽設計の考え方

4.4　直接線及びスカイシャイン線による線量の
評価方法

【基本的な考え方】
・遮蔽設計の基本方針を記載

【遮蔽設計の考え方】
・基本的な考え方を踏まえた遮蔽設計の考え方を
記載

【直接線及びスカイシャイン線による線量の評価
方法】
・再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線
による公衆の被ばく線量の評価方法を記載。

- - - - -

設計方針（直接線及びス
カイシャイン線の遮蔽）

Ⅵ-2-2　平面図及び断面図
Ⅵ-2-5　構造図

既設工認の構造より変更なし

【遮蔽設備の設計方針】
・遮蔽設備の構造を説明

- - - - -

3

(2) 安全機能を有する施設は，管理区域その他再処理施設内の人が立ち入
る場所における外部被ばく及び内部被ばくによる線量を合理的に達成でき
る限り低減できるよう，遮蔽その他適切な措置を講ずる設計とする。
a.　遮蔽その他適切な措置としては，放射線業務従事者の作業性等を考慮
して，遮蔽，機器の配置，遠隔操作，放射性物質の漏えい防止対策，換気
等，所要の放射線防護上の措置を講ずる設計とする。
　なお，遠隔操作の設計については，第２章　個別項目の「4.3　制御室」
に示す。また，放射性物質の漏えい防止対策については，第１章　共通項
目の「4.1　閉じ込め」に基づくものとし，換気の設計については，第２章
個別項目の「5.1.4　換気設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針

基本方針
設計方針（再処理施設内
の人が立ち入る場所の遮

蔽）

Ⅱ-1-1　遮蔽設計に関する基本方針
2.1　基本的な考え方

2.2　遮蔽設計の考え方

【基本的な考え方】
・遮蔽設計の基本方針を記載

【遮蔽設計の考え方】
・基本的な考え方を踏まえた遮蔽設計の考え方を
記載

- - - - -

5
　第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の外部遮蔽は，廃棄物管理施設と共用す
る。

機能要求① 第2低レベル廃棄物貯蔵建屋の遮蔽設備 設計方針(共用)
Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

【悪影響防止】
【共用】
・第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の外部遮蔽は，廃
棄物管理施設と共用するが，廃棄物管理施設から
受け入れる雑固体が再処理施設から発生する雑固
体と表面線量当量率が同等であることを確認して
保管廃棄する設計とすることで，共用によって再
処理施設の安全性を損なわない設計とする。

- - - - -

6

　共用する第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の外部遮蔽は，廃棄物管理施設か
ら受け入れる雑固体が再処理施設から発生する雑固体と表面線量当量率が
同等であることを確認して保管廃棄する設計とすることで，共用によって
再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求① 第2低レベル廃棄物貯蔵建屋の遮蔽設備 設計方針(共用)
Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

【悪影響防止】
【共用】
・第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の外部遮蔽は，廃
棄物管理施設と共用するが，廃棄物管理施設から
受け入れる雑固体が再処理施設から発生する雑固
体と表面線量当量率が同等であることを確認して
保管廃棄する設計とすることで，共用によって再
処理施設の安全性を損なわない設計とする。

- - - - -

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

Ⅱ-2-1-1　第2低レベル廃棄物貯蔵建屋からの平
常時における直接線及びスカイシャイン線による
線量の評価

Ⅱ-2-1-2　再処理施設に係る建屋からの平常時に
おける直接線及びスカイシャイン線による線量の
評価

上記以外について，既設工認添付書類
「Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明
書」の記載より変更なし

機能要求②
評価要求

添付書類　構成 添付書類　説明内容

遮蔽設備

評価条件
評価（遮蔽計算）

第１回

2

(1) 安全機能を有する施設は，通常時の再処理施設からの直接線及びスカ
イシャイン線による周辺監視区域外の線量が，線量告示で定められた線量
限度を超えないようにするとともに，合理的に達成できる限り低くなるよ
う，遮蔽その他適切な措置を講ずる設計とする。

-- -

Ⅱ-1-1　遮蔽設計に関する基本方針
2.1　基本的な考え方

3.2　遮蔽の分類

- -

【公衆の線量の評価】
・第2低レベル廃棄物貯蔵建屋からの直接線及び
スカイシャイン線による公衆の被ばく線量評価に
係る評価条件と評価結果を記載

・再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線
による公衆の被ばく線量に係る評価結果を記載

【基本的な考え方】
・遮蔽設計の基本方針を記載

【遮蔽設備の定義】
・遮蔽設備の種類及び使用する主な材質を記載

- - - - -4

b.　安全機能を有する施設は，取り扱う放射性物質の種類，量及びその移
動を考慮し，放射線の遮蔽効果のある機器，洞道，セル及び建屋の内部に
放射性物質を収納し，これらを遮蔽設備として組み合わせる設計とする。
　遮蔽設備はセル遮蔽，補助遮蔽及び外部遮蔽から構成する。

冒頭宣言
定義

基本方針
基本方針

設計方針（遮蔽設備の定
義）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第27条 遮蔽）

別紙２

1

8.　遮蔽
　安全機能を有する施設は，周辺監視区域外の線量及び放射線業務従事者
の被ばく線量が，「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則
等の規定に基づく線量限度等を定める告示」（以下「線量告示」とい
う。）に定められた線量限度を超えないことはもとより，公衆の被ばく線
量及び放射線業務従事者が立ち入る場所における線量を合理的に達成でき
る限り低くするため，以下の遮蔽等の対策を講ずる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

基本方針
評価方法

設計方針（直接線及びス
カイシャイン線の遮蔽）

3

(2) 安全機能を有する施設は，管理区域その他再処理施設内の人が立ち入
る場所における外部被ばく及び内部被ばくによる線量を合理的に達成でき
る限り低減できるよう，遮蔽その他適切な措置を講ずる設計とする。
a.　遮蔽その他適切な措置としては，放射線業務従事者の作業性等を考慮
して，遮蔽，機器の配置，遠隔操作，放射性物質の漏えい防止対策，換気
等，所要の放射線防護上の措置を講ずる設計とする。
　なお，遠隔操作の設計については，第２章　個別項目の「4.3　制御室」
に示す。また，放射性物質の漏えい防止対策については，第１章　共通項
目の「4.1　閉じ込め」に基づくものとし，換気の設計については，第２章
個別項目の「5.1.4　換気設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針

基本方針
設計方針（再処理施設内
の人が立ち入る場所の遮

蔽）

5
　第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の外部遮蔽は，廃棄物管理施設と共用す
る。

機能要求① 第2低レベル廃棄物貯蔵建屋の遮蔽設備 設計方針(共用)

6

　共用する第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の外部遮蔽は，廃棄物管理施設か
ら受け入れる雑固体が再処理施設から発生する雑固体と表面線量当量率が
同等であることを確認して保管廃棄する設計とすることで，共用によって
再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求① 第2低レベル廃棄物貯蔵建屋の遮蔽設備 設計方針(共用)

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

機能要求②
評価要求

遮蔽設備

評価条件
評価（遮蔽計算）

2

(1) 安全機能を有する施設は，通常時の再処理施設からの直接線及びスカ
イシャイン線による周辺監視区域外の線量が，線量告示で定められた線量
限度を超えないようにするとともに，合理的に達成できる限り低くなるよ
う，遮蔽その他適切な措置を講ずる設計とする。

4

b.　安全機能を有する施設は，取り扱う放射性物質の種類，量及びその移
動を考慮し，放射線の遮蔽効果のある機器，洞道，セル及び建屋の内部に
放射性物質を収納し，これらを遮蔽設備として組み合わせる設計とする。
　遮蔽設備はセル遮蔽，補助遮蔽及び外部遮蔽から構成する。

冒頭宣言
定義

基本方針
基本方針

設計方針（遮蔽設備の定
義）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

〇 基本方針 基本方針 - - -

Ⅱ-1　放射線による被ばくの防止に関する基本方
針
1．放射線による被ばくの防止の基本方針

Ⅱ-1-1 遮蔽設計に関する基本方針
2.1　基本的な考え方

【基本的な考え方】
・放射線による被ばくの防止の基本方針を記載

・遮蔽設計の基本方針を記載

〇 基本方針 基本方針 - - -

Ⅱ-1-1　遮蔽設計に関する基本方針
2.1　基本的な考え方

2.2　遮蔽設計の考え方

4.4　直接線及びスカイシャイン線による線量の
評価方法

【基本的な考え方】
・遮蔽設計の基本方針を記載

【遮蔽設計の考え方】
・基本的な考え方を踏まえた遮蔽設計の考え方を
記載

【直接線及びスカイシャイン線による線量の評価
方法】
・再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線
による公衆の被ばく線量の評価方法を記載。

△ 基本方針 基本方針 - -
＜遮蔽設備＞
・主要寸法
・主要材料

Ⅵ-2-2　平面図及び断面図
Ⅵ-2-5　構造図

既設工認の構造より変更なし

既設工認より図面に変更がないことを説明する。

〇 基本方針 基本方針 - - -

Ⅱ-1-1　遮蔽設計に関する基本方針
2.1　基本的な考え方

2.2　遮蔽設計の考え方

【基本的な考え方】
・遮蔽設計の基本方針を記載

【遮蔽設計の考え方】
・基本的な考え方を踏まえた遮蔽設計の考え方を
記載

○ 基本方針 基本方針 - - -
Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

【悪影響防止】
【共用】
・第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の外部遮蔽は，廃
棄物管理施設と共用するが，廃棄物管理施設から
受け入れる雑固体が再処理施設から発生する雑固
体と表面線量当量率が同等であることを確認して
保管廃棄する設計とすることで，共用によって再
処理施設の安全性を損なわない設計とする。

○ 基本方針 基本方針 - - -
Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

【悪影響防止】
【共用】
・第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の外部遮蔽は，廃
棄物管理施設と共用するが，廃棄物管理施設から
受け入れる雑固体が再処理施設から発生する雑固
体と表面線量当量率が同等であることを確認して
保管廃棄する設計とすることで，共用によって再
処理施設の安全性を損なわない設計とする。

第２回

＜遮蔽設備＞
・主要寸法
・主要材料

〇 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の遮蔽設備 基本方針 - -

Ⅱ-2-1-1 第2低レベル廃棄物貯蔵建屋からの平常
時における直接線及びスカイシャイン線による線
量の評価

Ⅱ-2-1-2　再処理施設に係る建屋からの平常時に
おける直接線及びスカイシャイン線による線量の
評価

上記以外のⅡ　放射線による被ばくの防止に関す
る説明書
既設工認添付書類
「Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明
書」の記載より変更なし

【公衆の線量の評価】
・第2低レベル廃棄物貯蔵建屋からの直接線及び
スカイシャイン線による公衆の被ばく線量評価に
係る評価条件と評価結果を記載

・再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線
による公衆の被ばく線量に係る評価結果を記載

・上記以外については，既設工認の添付書類に変
更がないことを説明する。

Ⅱ-1-1　遮蔽設計に関する基本方針
2.1　基本的な考え方

3.2　遮蔽の分類

【基本的な考え方】
・遮蔽設計の基本方針を記載

【遮蔽設備の定義】
・遮蔽設備の種類及び使用する主な材質を記載

基本方針 - - -〇 基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第27条 遮蔽）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

基本方針
評価条件
評価方法

Ⅱ-1-1　遮蔽設計に関する基本方針
2.1　基本的な考え方

2.2　遮蔽設計の考え方

3.1　遮蔽設計の基準線量率

4.5　放射線業務従事者の立入り場所における線
量の評価方法

【基本的な考え方】
・遮蔽設計の基本方針を記載

【遮蔽設計の考え方】
・基本的な考え方を踏まえた遮蔽設計の考え方を
記載

【遮蔽設計の遮蔽設計区分及び基準線量率の設
定】
・放射線業務従事者が立ち入る場所について，立
入り頻度及び立入り時間等を考慮して設定した遮
蔽設計の基準となる線量率を記載

【遮蔽計算の評価方法】
・遮蔽計算における評価対象や評価方法を記載。

- - - - -

7

c.　再処理施設内の遮蔽設計に当たっては，放射線業務従事者の立入り頻
度及び立入り時間を考慮した遮蔽設計区分を設け，区分ごとに基準線量率
を設定するとともに，管理区域を適切に区分し，区分ごとの基準線量率を
満足するよう遮蔽設備を設計する。

機能要求②
評価要求

Ⅵ-2-2　平面図及び断面図
Ⅵ-2-5　構造図

既設工認の構造より変更なし

設計方針（遮蔽設計区分
の設定）

評価条件
評価（遮蔽計算）

- - - - -

- - -- -

Ⅱ-2-2-1　第2低レベル廃棄物貯蔵建屋の建屋内
の放射線遮蔽に関する計算書

上記以外について，既設工認添付書類
「Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明
書」の記載より変更なし

遮蔽設備

【建屋内の線量率の評価】
・第2低レベル廃棄物貯蔵建屋内の線量率評価に
係る評価条件と評価結果を記載

【遮蔽設備の設計方針】
・遮蔽設備の構造を説明
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第27条 遮蔽）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

基本方針
評価条件
評価方法

7

c.　再処理施設内の遮蔽設計に当たっては，放射線業務従事者の立入り頻
度及び立入り時間を考慮した遮蔽設計区分を設け，区分ごとに基準線量率
を設定するとともに，管理区域を適切に区分し，区分ごとの基準線量率を
満足するよう遮蔽設備を設計する。

機能要求②
評価要求

設計方針（遮蔽設計区分
の設定）

評価条件
評価（遮蔽計算）

遮蔽設備

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 基本方針 基本方針 - - -

Ⅱ-1-1 遮蔽設計に関する基本方針
2.1　基本的な考え方

2.2　遮蔽設計の考え方

3.1　遮蔽設計の基準線量率

4.5　放射線業務従事者の立入り場所における線
量の評価方法

【基本的な考え方】
・遮蔽設計の基本方針を記載

【遮蔽設計の考え方】
・基本的な考え方を踏まえた遮蔽設計の考え方を
記載

【遮蔽設計の遮蔽設計区分及び基準線量率の設
定】
・放射線業務従事者が立ち入る場所について，立
入り頻度及び立入り時間等を考慮して設定した遮
蔽設計の基準となる線量率を記載

【遮蔽計算の評価方法】
・遮蔽計算における評価対象や評価方法を記載。

基本方針

〇 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の遮蔽設備 基本方針

△

＜運搬・製品容
器(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜ポンプ(遮蔽
設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜ラック/ピッ
ト/棚(遮蔽設
備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜ガラス固化体
貯蔵ピット(遮
蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜搬送設備(遮
蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜廃棄物処理機
械装置(遮蔽設
備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜焼結・乾燥装
置(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜機械・検査装
置(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜核物質等取扱
ボックス(遮蔽
設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜遮蔽設備＞
・主要寸法
・主要材料

- -

＜運搬・製品容
器(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜ポンプ(遮蔽
設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜ラック/ピッ
ト/棚(遮蔽設
備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜ガラス固化体
貯蔵ピット(遮
蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜搬送設備(遮
蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜廃棄物処理機
械装置(遮蔽設
備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜焼結・乾燥装
置(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜機械・検査装
置(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜核物質等取扱
ボックス(遮蔽
設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜遮蔽設備＞
・主要寸法
・主要材料

- -

Ⅵ-2-2　平面図及び断面図
Ⅵ-2-5　構造図

既設工認の構造より変更なし

既設工認より図面に変更がないことを説明する。

Ⅱ-2-2-1 第2低レベル廃棄物貯蔵建屋の建屋内の
放射線遮蔽に関する計算書

上記以外のⅡ　放射線による被ばくの防止に関す
る説明書
既設工認添付書類
「Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明
書」の記載より変更なし

【建屋内の線量率の評価】
・第2低レベル廃棄物貯蔵建屋内の線量率評価に
係る評価条件と評価結果を記載。

上記以外については，既設工認の添付書類に変更
がないことを説明する。

基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第27条 遮蔽）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

基本方針
設計方針（貫通部の措

置）

Ⅱ-1-1　遮蔽設計に関する基本方針
2.1　基本的な考え方

3.3　開口部等からの放射線の漏えい防止の方針

【基本的な考え方】
・遮蔽設計の基本方針を記載

【貫通部の措置】
・開口部又は貫通部がある場合における放射線の
漏えい防止措置を記載

- - - - -

評価条件 Ⅱ-3　計算機プログラム（解析コード）の概要
【計算機プログラムの概要】
・評価で使用する計算機プログラムの概要を記
載。

- - - - -

9

e.　遮蔽設計に当たっては，遮蔽計算に用いる線源，遮蔽材の形状及び材
質，計算誤差等を考慮し，十分な安全余裕を見込む。また，遮蔽計算にお
いては，許認可において使用実績があり，信頼性のある計算コードを使用
する。

評価要求 施設共通　基本設計方針

8

d.　セル遮蔽及び外部遮蔽に開口部又は貫通部がある場合で，開口部又は
貫通部により基準線量率を超えるおそれのある場合には，以下に示すよう
な放射線漏えい防止措置を講じ，基準線量率を満足する設計とする。
(a)　セル遮蔽及び外部遮蔽の開口部及び貫通部については，線源を直接見
通さないような場所に設置する措置
(b)　セル遮蔽及び外部遮蔽の開口部及び貫通部には，迷路構造，遮蔽材を
設置する等の措置

設置要求

設計方針（貫通部の措
置）

評価条件
評価（遮蔽計算）

基本方針
評価条件

既設工認申請書
「Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明
書」の記載より変更なし

Ⅱ-1-1　遮蔽設計に関する基本方針
2.1　基本的な考え方

4.1　遮蔽設計に用いる線源
4.2　遮蔽計算に用いる計算コード及び核定数ラ
イブラリ
4.3　線量率換算係数

-

-

Ⅵ-2-2　平面図及び断面図
Ⅵ-2-5　構造図

既設工認の構造より変更なし

遮蔽設備

【遮蔽設備の設計方針】
・遮蔽設備の構造を説明

【各建屋内の貫通部における線量率評価】
・各建屋内の線量率評価に係る評価条件と評価結
果を記載（開口部又は貫通部に設置する遮蔽設備
の評価を含む）

- - - -

- - - - -

【基本的な考え方】
・遮蔽設計の基本方針を記載

【線源の設定】
・再処理施設の特徴を考慮し，遮蔽設計上厳しい
条件となる線源の設定を記載

【諸条件の設定】
・評価に使用する計算コード等の諸条件及び線量
率の評価箇所の設定，線量率の合算等の考え方を
記載

-- - -
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第27条 遮蔽）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

基本方針
設計方針（貫通部の措

置）

評価条件

9

e.　遮蔽設計に当たっては，遮蔽計算に用いる線源，遮蔽材の形状及び材
質，計算誤差等を考慮し，十分な安全余裕を見込む。また，遮蔽計算にお
いては，許認可において使用実績があり，信頼性のある計算コードを使用
する。

評価要求 施設共通　基本設計方針

8

d.　セル遮蔽及び外部遮蔽に開口部又は貫通部がある場合で，開口部又は
貫通部により基準線量率を超えるおそれのある場合には，以下に示すよう
な放射線漏えい防止措置を講じ，基準線量率を満足する設計とする。
(a)　セル遮蔽及び外部遮蔽の開口部及び貫通部については，線源を直接見
通さないような場所に設置する措置
(b)　セル遮蔽及び外部遮蔽の開口部及び貫通部には，迷路構造，遮蔽材を
設置する等の措置

設置要求

設計方針（貫通部の措
置）

評価条件
評価（遮蔽計算）

基本方針
評価条件

遮蔽設備

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 基本方針 基本方針 - - -

Ⅱ-1-1 遮蔽設計に関する基本方針
2.1　基本的な考え方

3.3　開口部等からの放射線の漏えい防止の方針

【基本的な考え方】
・遮蔽設計の基本方針を記載

【貫通部の措置】
・開口部又は貫通部がある場合における放射線の
漏えい防止措置を記載。

〇 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 - - - Ⅱ-3　計算機プログラム（解析コード）の概要
【計算機プログラムの概要】
・評価で使用する計算機プログラムの概要を記
載。

・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

-

〇 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 - -

-

-

△ 基本方針 基本方針

△

凡例

Ⅵ-2-2　平面図及び断面図
Ⅵ-2-5　構造図

既設工認の構造より変更なし

【遮蔽設備の設計方針】
既設工認より図面に変更がないことを説明する。

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明書

既設工認添付書類
「Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明
書」の記載より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

Ⅱ-1-1 遮蔽設計に関する基本方針
2.1　基本的な考え方

4.1　遮蔽設計に用いる線源
4.2　遮蔽計算に用いる計算コード及び核定数ラ
イブラリ
4.3　線量率換算係数

【基本的な考え方】
・遮蔽設計の基本方針を記載

【線源の設定】
・再処理施設の特徴を考慮し，遮蔽設計上厳しい
条件となる線源の設定を記載

【諸条件の設定】
・評価に使用する計算コード等の諸条件及び線量
率の評価箇所の設定，線量率の合算等の考え方を
記載

- -

-

基本方針 基本方針

-
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第28条：換気設備 

596



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十八条 換気設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

換気設備は，使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備，使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋換気設備，前処理建屋換気設備，分離建屋換気設備，精製建屋換
気設備，ウラン脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換
気設備，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備，高レベル廃
液ガラス固化建屋換気設備，第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備，低レベ
ル廃液処理建屋換気設備，低レベル廃棄物処理建屋換気設備，ハル・エン
ドピース貯蔵建屋換気設備，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処
理建屋換気設備，分析建屋換気設備，北換気筒（使用済燃料輸送容器管理
建屋換気筒，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒並びにハル・エンドピー
ス及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）及び低レベル廃棄物処理建屋換
気筒で構成し,北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒以外は，各建
屋に収納する設計とする。

設置要求 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － －

4
換気設備は，排気ダクトをフランジ又は溶接で接続する構造とし，高性能
粒子フィルタ，排風機，逆止ダンパ等を設けて，放射性物質が漏えいし難
く，かつ逆流し難い設計とする。

設置要求
各建屋換気設備
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33
図）

基本方針
設計方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － －

5

換気設備は，排気量に応じて並列に組み合わせた高性能粒子フィルタを設
置することで，周辺環境に放出される放射性物質の量を合理的に達成でき
る限り低くする設計とする。また，換気設備の高性能粒子フィルタは，放
射性物質による汚染の除去又は取替に必要な空間を有するとともに，取替
が容易な設計とする。

機能要求①
各建屋換気設備
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33
図）

基本方針
設計方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － －

6
汚染のおそれのある区域からの排気は，主排気筒，北換気筒及び低レベル
廃棄物処理建屋換気筒の排気口から排出する設計とする。

機能要求①

各建屋換気設備
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33
図）
北換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-34図）
低レベル廃棄物処理建屋換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-35図）
主排気筒
（許可文中、第7.2-30表、第7.2-36図）

基本方針
設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － －

7
換気設備の吸気口は，放射性物質に汚染された空気を吸入し難いように，
主排気筒，北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒から十分な距離を
有し排気を直接吸入しない位置に設置する設計とする。

設置要求

各建屋換気設備
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33
図）
北換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-34図）
低レベル廃棄物処理建屋換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-35図）
主排気筒
（許可文中、第7.2-30表、第7.2-36図）

基本方針
設計方針

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － －

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

【放射線障害防止】
放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質
の濃度限度を満足していることを説明する。

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

各建屋換気設備の建屋送風機
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33
図）

【機能要求②】
使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備
前処理建屋換気設備
分離建屋換気設備
精製建屋換気設備
ウラン脱硝建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設
備
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備
第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備
低レベル廃液処理建屋換気設備
低レベル廃棄物処理建屋換気設備
ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋換気設備
分析建屋換気設備

機能要求②は，上記設備の排風機及びダクトとす
る。
評価要求の換気能力は，上記設備のうち，使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備及びチャンネル
ボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備
とする。

2
換気設備は，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時
において，放射線障害を防止するために，管理区域内の放射線業務従事者
に新鮮な空気を供給する設計とし、必要な換気能力を有する設計とする。

評価要求
機能要求①
機能要求②

基本方針
設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅱ-4-1　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の
換気能力に関する計算書
既設工認（添付書類「Ⅱ　放射線による被ばくの
防止に関する説明書」）より変更なし

Ⅱ-4-2　チャンネル ボックス・バーナブル ポイ
ズン処理建屋の換気能力に関する計算書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の
技術基準への適合に関する説明書」のうち「第九
条　換気設備」より）より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

3

換気設備は，給気系及び排気系で構成し，汚染の程度の低い区域から汚染
の程度のより高い区域に向かって空気を流す設計とし、給排気量を適切に
設定及び調節することにより、汚染のおそれのある区域を清浄区域より負
圧に維持するとともに，適切な換気・空調を行う設計とする。

機能要求①
機能要求②

各建屋換気設備の建屋送風機
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33
図）

【機能要求②】
使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備
前処理建屋換気設備
分離建屋換気設備
精製建屋換気設備
ウラン脱硝建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設
備
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備
第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備
低レベル廃液処理建屋換気設備
低レベル廃棄物処理建屋換気設備
ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋換気設備
分析建屋換気設備

機能要求②は，上記設備の排風機及びダクトとす
る。

基本方針
設計方針（系統構成）

－ － － － －

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十八条 換気設備）

別紙２

1

換気設備は，使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備，使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋換気設備，前処理建屋換気設備，分離建屋換気設備，精製建屋換
気設備，ウラン脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換
気設備，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備，高レベル廃
液ガラス固化建屋換気設備，第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備，低レベ
ル廃液処理建屋換気設備，低レベル廃棄物処理建屋換気設備，ハル・エン
ドピース貯蔵建屋換気設備，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処
理建屋換気設備，分析建屋換気設備，北換気筒（使用済燃料輸送容器管理
建屋換気筒，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒並びにハル・エンドピー
ス及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）及び低レベル廃棄物処理建屋換
気筒で構成し,北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒以外は，各建
屋に収納する設計とする。

設置要求 基本方針 基本方針

4
換気設備は，排気ダクトをフランジ又は溶接で接続する構造とし，高性能
粒子フィルタ，排風機，逆止ダンパ等を設けて，放射性物質が漏えいし難
く，かつ逆流し難い設計とする。

設置要求
各建屋換気設備
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33
図）

基本方針
設計方針

5

換気設備は，排気量に応じて並列に組み合わせた高性能粒子フィルタを設
置することで，周辺環境に放出される放射性物質の量を合理的に達成でき
る限り低くする設計とする。また，換気設備の高性能粒子フィルタは，放
射性物質による汚染の除去又は取替に必要な空間を有するとともに，取替
が容易な設計とする。

機能要求①
各建屋換気設備
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33
図）

基本方針
設計方針

6
汚染のおそれのある区域からの排気は，主排気筒，北換気筒及び低レベル
廃棄物処理建屋換気筒の排気口から排出する設計とする。

機能要求①

各建屋換気設備
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33
図）
北換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-34図）
低レベル廃棄物処理建屋換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-35図）
主排気筒
（許可文中、第7.2-30表、第7.2-36図）

基本方針
設計方針（系統構成）

7
換気設備の吸気口は，放射性物質に汚染された空気を吸入し難いように，
主排気筒，北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒から十分な距離を
有し排気を直接吸入しない位置に設置する設計とする。

設置要求

各建屋換気設備
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33
図）
北換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-34図）
低レベル廃棄物処理建屋換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-35図）
主排気筒
（許可文中、第7.2-30表、第7.2-36図）

基本方針
設計方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

各建屋換気設備の建屋送風機
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33
図）

【機能要求②】
使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備
前処理建屋換気設備
分離建屋換気設備
精製建屋換気設備
ウラン脱硝建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設
備
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備
第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備
低レベル廃液処理建屋換気設備
低レベル廃棄物処理建屋換気設備
ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋換気設備
分析建屋換気設備

機能要求②は，上記設備の排風機及びダクトとす
る。
評価要求の換気能力は，上記設備のうち，使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備及びチャンネル
ボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備
とする。

2
換気設備は，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時
において，放射線障害を防止するために，管理区域内の放射線業務従事者
に新鮮な空気を供給する設計とし、必要な換気能力を有する設計とする。

評価要求
機能要求①
機能要求②

基本方針
設計方針（系統構成）

3

換気設備は，給気系及び排気系で構成し，汚染の程度の低い区域から汚染
の程度のより高い区域に向かって空気を流す設計とし、給排気量を適切に
設定及び調節することにより、汚染のおそれのある区域を清浄区域より負
圧に維持するとともに，適切な換気・空調を行う設計とする。

機能要求①
機能要求②

各建屋換気設備の建屋送風機
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33
図）

【機能要求②】
使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備
前処理建屋換気設備
分離建屋換気設備
精製建屋換気設備
ウラン脱硝建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設
備
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備
第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備
低レベル廃液処理建屋換気設備
低レベル廃棄物処理建屋換気設備
ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋換気設備
分析建屋換気設備

機能要求②は，上記設備の排風機及びダクトとす
る。

基本方針
設計方針（系統構成）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

△ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

△ 基本方針 基本方針 － － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

△ 基本方針 基本方針 － － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

△ 基本方針 基本方針 － － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

△ 基本方針 基本方針 － － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

第２回

－ －

－ －

△ 基本方針 基本方針

△ 基本方針 基本方針

＜ファン＞
・容量
・原動機

＜主配管＞
・外径
・厚さ

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

－

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅱ-4-1　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の
換気能力に関する計算書
既設工認（添付書類「Ⅱ　放射線による被ばくの
防止に関する説明書」）より変更なし

Ⅱ-4-2　チャンネル ボックス・バーナブル ポイ
ズン処理建屋の換気能力に関する計算書
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の
技術基準への適合に関する説明書」のうち「第九
条　換気設備」より）より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【放射線障害防止】
放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質
の濃度限度を満足していることを説明する。

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十八条 換気設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

8

5.1.4.1　使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備
使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備は，使用済燃料輸送容器管理建屋給
気系及び使用済燃料輸送容器管理建屋排気系で構成する。
使用済燃料輸送容器管理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機
で構成し、使用済燃料輸送容器管理建屋の除染エリア及び保守エリアの管
理区域へ外気を供給する設計とする。
使用済燃料輸送容器管理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機
で構成し、使用済燃料輸送容器管理建屋の除染エリア及び保守エリアの管
理区域へ外気を供給する設計とする。
使用済燃料輸送容器管理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット及び建
屋排風機で構成し，使用済燃料輸送容器管理建屋の除染エリア及び保守エ
リアの汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の北換気
筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒）の排気口からの排出をする設計
とする。

機能要求①

使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-14表、第7.2-19図）

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － －

9

5.1.4.2　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給
気系及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系で構成する。
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機
で構成し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理
建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット及び建
屋排風機で構成し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受入れ・
貯蔵管理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気
の北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気口からの排出を
する設計とする。

機能要求①

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-15表、第7.2-20図）

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － －

10

5.1.4.3　前処理建屋換気設備
前処理建屋換気設備は，前処理建屋給気系及び前処理建屋排気系で構成す
る。
前処理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，前処理
建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
前処理建屋排気系は，４系統の排気系を設置する設計とする。
前処理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，セル排気フィルタユ
ニット，溶解槽セルＡ排気フィルタユニット，溶解槽セルＢ排気フィルタ
ユニット，建屋排風機，セル排風機，溶解槽セルＡ排風機及び溶解槽セル
Ｂ排風機で構成し，前処理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排
気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

前処理建屋給気系
前処理建屋排気系

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-16表、第7.2-21図）

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － －

11

5.1.4.4　分離建屋換気設備
分離建屋換気設備は，分離建屋給気系及び分離建屋排気系で構成する。
分離建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，分離建屋
の管理区域へ外気を供給する設計とする。また，セル内有機溶媒火災時に
給気を閉鎖するため，建屋給気閉止ダンパを設置する設計とする。
分離建屋排気系は，２系統の排気系を設置する設計とする。
分離建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，グローブボックス・セル
排気フィルタユニット，建屋排風機及びグローブボックス・セル排風機で
構成し，分離建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び
排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

分離建屋換気設備

給気系は給気ユニット，送風機及び給気閉止ダン
パとし、排気系は排気フィルタユニット及び排風
機を対象とする。
（許可文中、第7.2-17表、第7.2.22-図）

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-1-1-2-1　安全機能を有する施設の閉じ込めの
機能に関する説明書
既設工認より変更なし（第10条「閉じ込めの機
能」の添付書類で記載する。）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

【閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計
について説明する。

－ － － － －

12

5.1.4.5　精製建屋換気設備
精製建屋換気設備は，精製建屋給気系及び精製建屋排気系で構成する。
精製建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，精製建屋
の管理区域へ外気を供給する設計とする。また，セル内有機溶媒火災時に
給気を閉鎖するため，建屋給気閉止ダンパを設置する設計とする。
精製建屋排気系は，３系統の排気系を設置する設計とする。
精製建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，セル排気フィルタユニッ
ト，グローブボックス排気フィルタユニット，建屋排風機及びグローブ
ボックス・セル排風機で構成し，精製建屋の汚染のおそれのある区域の負
圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計と
する。

機能要求①

精製建屋換気設備

給気系は給気ユニット，送風機及び給気閉止ダン
パとし、排気系は排気フィルタユニット及び排風
機を対象とする。
（許可文中、第7.2-18表、第7.2-23図）

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-1-1-2-1　安全機能を有する施設の閉じ込めの
機能に関する説明書
既設工認より変更なし（第10条「閉じ込めの機
能」の添付書類で記載する。）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

【閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計
について説明する。

－ － － － －

13

5.1.4.6　ウラン脱硝建屋換気設備
ウラン脱硝建屋換気設備は，ウラン脱硝建屋給気系及びウラン脱硝建屋排
気系で構成する。
ウラン脱硝建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，ウ
ラン脱硝建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
ウラン脱硝建屋排気系は，２系統の排気系を設置する設計とする。
ウラン脱硝建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，フード排気フィル
タユニット，建屋排風機及びフード排風機で構成し，ウラン脱硝建屋の汚
染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気
口からの排出をする設計とする。

機能要求①

ウラン脱硝建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-19表、第7.2-24図）

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － －
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

8

5.1.4.1　使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備
使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備は，使用済燃料輸送容器管理建屋給
気系及び使用済燃料輸送容器管理建屋排気系で構成する。
使用済燃料輸送容器管理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機
で構成し、使用済燃料輸送容器管理建屋の除染エリア及び保守エリアの管
理区域へ外気を供給する設計とする。
使用済燃料輸送容器管理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機
で構成し、使用済燃料輸送容器管理建屋の除染エリア及び保守エリアの管
理区域へ外気を供給する設計とする。
使用済燃料輸送容器管理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット及び建
屋排風機で構成し，使用済燃料輸送容器管理建屋の除染エリア及び保守エ
リアの汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の北換気
筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒）の排気口からの排出をする設計
とする。

機能要求①

使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-14表、第7.2-19図）

設計方針（系統構成）

9

5.1.4.2　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給
気系及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系で構成する。
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機
で構成し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理
建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット及び建
屋排風機で構成し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受入れ・
貯蔵管理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気
の北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気口からの排出を
する設計とする。

機能要求①

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-15表、第7.2-20図）

設計方針（系統構成）

10

5.1.4.3　前処理建屋換気設備
前処理建屋換気設備は，前処理建屋給気系及び前処理建屋排気系で構成す
る。
前処理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，前処理
建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
前処理建屋排気系は，４系統の排気系を設置する設計とする。
前処理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，セル排気フィルタユ
ニット，溶解槽セルＡ排気フィルタユニット，溶解槽セルＢ排気フィルタ
ユニット，建屋排風機，セル排風機，溶解槽セルＡ排風機及び溶解槽セル
Ｂ排風機で構成し，前処理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排
気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

前処理建屋給気系
前処理建屋排気系

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-16表、第7.2-21図）

設計方針（系統構成）

11

5.1.4.4　分離建屋換気設備
分離建屋換気設備は，分離建屋給気系及び分離建屋排気系で構成する。
分離建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，分離建屋
の管理区域へ外気を供給する設計とする。また，セル内有機溶媒火災時に
給気を閉鎖するため，建屋給気閉止ダンパを設置する設計とする。
分離建屋排気系は，２系統の排気系を設置する設計とする。
分離建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，グローブボックス・セル
排気フィルタユニット，建屋排風機及びグローブボックス・セル排風機で
構成し，分離建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び
排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

分離建屋換気設備

給気系は給気ユニット，送風機及び給気閉止ダン
パとし、排気系は排気フィルタユニット及び排風
機を対象とする。
（許可文中、第7.2-17表、第7.2.22-図）

設計方針（系統構成）

12

5.1.4.5　精製建屋換気設備
精製建屋換気設備は，精製建屋給気系及び精製建屋排気系で構成する。
精製建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，精製建屋
の管理区域へ外気を供給する設計とする。また，セル内有機溶媒火災時に
給気を閉鎖するため，建屋給気閉止ダンパを設置する設計とする。
精製建屋排気系は，３系統の排気系を設置する設計とする。
精製建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，セル排気フィルタユニッ
ト，グローブボックス排気フィルタユニット，建屋排風機及びグローブ
ボックス・セル排風機で構成し，精製建屋の汚染のおそれのある区域の負
圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計と
する。

機能要求①

精製建屋換気設備

給気系は給気ユニット，送風機及び給気閉止ダン
パとし、排気系は排気フィルタユニット及び排風
機を対象とする。
（許可文中、第7.2-18表、第7.2-23図）

設計方針（系統構成）
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5.1.4.6　ウラン脱硝建屋換気設備
ウラン脱硝建屋換気設備は，ウラン脱硝建屋給気系及びウラン脱硝建屋排
気系で構成する。
ウラン脱硝建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，ウ
ラン脱硝建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
ウラン脱硝建屋排気系は，２系統の排気系を設置する設計とする。
ウラン脱硝建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，フード排気フィル
タユニット，建屋排風機及びフード排風機で構成し，ウラン脱硝建屋の汚
染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気
口からの排出をする設計とする。

機能要求①

ウラン脱硝建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-19表、第7.2-24図）

設計方針（系統構成）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ 基本方針 － － － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

△ 基本方針 － － － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

△ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

△ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-1-1-2-1　安全機能を有する施設の閉じ込めの
機能に関する説明書
既設工認より変更なし（第10条「閉じ込めの機
能」の添付書類で記載する。）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

【閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計
について説明する。

△ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-1-1-2-1　安全機能を有する施設の閉じ込めの
機能に関する説明書
既設工認より変更なし（第10条「閉じ込めの機
能」の添付書類で記載する。）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

【閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計
について説明する。

△ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

600



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十八条 換気設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

14

5.1.4.7　ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備は，ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋給気系及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系で構成す
る。
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋
送風機で構成し，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の管理区域へ外気を
供給する設計とする。
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系は，２系統の排気系を設置する
設計とする。
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系は，建屋排気フィルタユニッ
ト，グローブボックス・セル排気フィルタユニット，建屋排風機及びグ
ローブボックス・セル排風機で構成し，ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒
の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-20表、第7.2-25図）

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － －
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5.1.4.8　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備は，ウラン・プルトニ
ウム混合酸化物貯蔵建屋給気系及びウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋排気系で構成する。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気系は，２系統の給気系を設
置する設計とする。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気系は，建屋給気ユニット，
貯蔵室送風機及び建屋送風機で構成し，ウラン・プルトニウム混合酸化物
貯蔵建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系は，２系統の排気系を設
置する設計とする。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系の貯蔵室の排気は，貯蔵
室排気フィルタユニット及び貯蔵室排風機で構成し，貯蔵室排気フィルタ
ユニット及び貯蔵室排風機は，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
の貯蔵室の換気を行い，混合酸化物貯蔵容器からの崩壊熱の除去，貯蔵室
の負圧維持，排気の浄化及び排気の低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気
口からの排出をする設計とする。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系のウラン・プルトニウム
混合酸化物貯蔵建屋の排気は，建屋排気フィルタユニット及び建屋排風機
で構成し，建屋排気フィルタユニット及び建屋排風機は，ウラン・プルト
ニウム混合酸化物貯蔵建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の
浄化及び排気の低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの排出をする
設計とする。

機能要求①

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設
備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-21表、第7.2-26図）

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － －
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5.1.4.9　高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備は，高レベル廃液ガラス固化建屋給
気系及び高レベル廃液ガラス固化建屋排気系で構成する。
高レベル廃液ガラス固化建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機
で構成し，高レベル廃液ガラス固化建屋の管理区域へ外気を供給する設計
とする。
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系は，６系統の排気系を設置する設計と
する。
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，貯蔵
ピット収納管排気フィルタユニット，セル排気フィルタユニット，固化セ
ル圧力放出系前置フィルタユニット，固化セル圧力放出系排気フィルタユ
ニット，固化セル換気系前置フィルタユニット，固化セル換気系排気フィ
ルタユニット，フード排気フィルタユニット，建屋排風機，貯蔵ピット収
納管排風機，セル排風機，固化セル換気系排風機及びフード排風機で構成
し，高レベル廃液ガラス固化建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，
排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。
また，固化セル内の機器から発生する熱を除去し，固化セル内の温度上昇
による固化セル内圧力上昇を防止して負圧を維持するため，固化セル内に
セル内クーラを設置し，固化セル内から建屋内への空気の逆流を防止する
ため，固化セルへの給気系に，固化セル隔離ダンパを設置する設計とす
る。
固化セル圧力放出系は，固化セル内圧力が万一異常に上昇した場合に固化
セル内を排気できる設計とする。

機能要求①

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-22表、第7.2-27図）

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-1-1-2-1　安全機能を有する施設の閉じ込めの
機能に関する説明書
既設工認より変更なし（第10条「閉じ込めの機
能」の添付書類で記載する。）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

【閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計
について説明する。

－ － － － －
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5.1.4.11　低レベル廃液処理建屋換気設備
低レベル廃液処理建屋換気設備は，低レベル廃液処理建屋給気系及び低レ
ベル廃液処理建屋排気系で構成する。
低レベル廃液処理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成
し，低レベル廃液処理建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
低レベル廃液処理建屋排気系は，１系統の排気系を設置する設計とする。
低レベル廃液処理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，建屋排風機
低レベル廃液処理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，建屋排風機
及び運転予備用建屋排風機で構成し，低レベル廃液処理建屋の汚染のおそ
れのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の低レベル廃棄物処理建屋
換気筒の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

低レベル廃液処理建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-24表、第7.2-29図）

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － －

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系
第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-23表、第7.2-28図）

17

5.1.4.10　第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備
第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系の内，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の
給気系は，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋給気ユニット及び第１ガラ
ス固化体貯蔵建屋東棟建屋送風機で構成し，第１ガラス固化体貯蔵建屋東
棟の管理区域へ外気を供給する設計とする。第１ガラス固化体貯蔵建屋給
気系の内，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の給気系は，第１ガラス固化体
貯蔵建屋西棟建屋給気ユニット及び第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋送
風機で構成し，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の管理区域へ外気を供給す
る設計とする。
第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系は，６系統の排気系を設置する設計とす
る。
第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系の内，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の
排気系は，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排気フィルタユニット，第
１ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ピット収納管排気フィルタユニット，第
１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排風機及び第１ガラス固化体貯蔵建屋東
棟貯蔵ピット収納管排風機で構成し，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の汚
染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の北換気筒（ハ
ル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）の排気口からの
排出をする設計とする。
第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系の内，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の
排気系は，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋排気フィルタユニット，第
１ガラス固化体貯蔵建屋西棟貯蔵ピット収納管排気フィルタユニット，第
１ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋排風機及び第１ガラス固化体貯蔵建屋西
棟貯蔵ピット収納管排風機で構成し，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の汚
染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の北換気筒（ハ
ル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）の排気口からの
排出をする設計とする。

機能要求① － － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十八条 換気設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

14

5.1.4.7　ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備は，ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋給気系及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系で構成す
る。
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋
送風機で構成し，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の管理区域へ外気を
供給する設計とする。
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系は，２系統の排気系を設置する
設計とする。
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系は，建屋排気フィルタユニッ
ト，グローブボックス・セル排気フィルタユニット，建屋排風機及びグ
ローブボックス・セル排風機で構成し，ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒
の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-20表、第7.2-25図）

設計方針（系統構成）

15

5.1.4.8　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備は，ウラン・プルトニ
ウム混合酸化物貯蔵建屋給気系及びウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋排気系で構成する。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気系は，２系統の給気系を設
置する設計とする。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気系は，建屋給気ユニット，
貯蔵室送風機及び建屋送風機で構成し，ウラン・プルトニウム混合酸化物
貯蔵建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系は，２系統の排気系を設
置する設計とする。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系の貯蔵室の排気は，貯蔵
室排気フィルタユニット及び貯蔵室排風機で構成し，貯蔵室排気フィルタ
ユニット及び貯蔵室排風機は，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
の貯蔵室の換気を行い，混合酸化物貯蔵容器からの崩壊熱の除去，貯蔵室
の負圧維持，排気の浄化及び排気の低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気
口からの排出をする設計とする。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系のウラン・プルトニウム
混合酸化物貯蔵建屋の排気は，建屋排気フィルタユニット及び建屋排風機
で構成し，建屋排気フィルタユニット及び建屋排風機は，ウラン・プルト
ニウム混合酸化物貯蔵建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の
浄化及び排気の低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの排出をする
設計とする。

機能要求①

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設
備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-21表、第7.2-26図）

設計方針（系統構成）

16

5.1.4.9　高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備は，高レベル廃液ガラス固化建屋給
気系及び高レベル廃液ガラス固化建屋排気系で構成する。
高レベル廃液ガラス固化建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機
で構成し，高レベル廃液ガラス固化建屋の管理区域へ外気を供給する設計
とする。
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系は，６系統の排気系を設置する設計と
する。
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，貯蔵
ピット収納管排気フィルタユニット，セル排気フィルタユニット，固化セ
ル圧力放出系前置フィルタユニット，固化セル圧力放出系排気フィルタユ
ニット，固化セル換気系前置フィルタユニット，固化セル換気系排気フィ
ルタユニット，フード排気フィルタユニット，建屋排風機，貯蔵ピット収
納管排風機，セル排風機，固化セル換気系排風機及びフード排風機で構成
し，高レベル廃液ガラス固化建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，
排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計とする。
また，固化セル内の機器から発生する熱を除去し，固化セル内の温度上昇
による固化セル内圧力上昇を防止して負圧を維持するため，固化セル内に
セル内クーラを設置し，固化セル内から建屋内への空気の逆流を防止する
ため，固化セルへの給気系に，固化セル隔離ダンパを設置する設計とす
る。
固化セル圧力放出系は，固化セル内圧力が万一異常に上昇した場合に固化
セル内を排気できる設計とする。

機能要求①

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-22表、第7.2-27図）

設計方針（系統構成）

18

5.1.4.11　低レベル廃液処理建屋換気設備
低レベル廃液処理建屋換気設備は，低レベル廃液処理建屋給気系及び低レ
ベル廃液処理建屋排気系で構成する。
低レベル廃液処理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成
し，低レベル廃液処理建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
低レベル廃液処理建屋排気系は，１系統の排気系を設置する設計とする。
低レベル廃液処理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，建屋排風機
低レベル廃液処理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，建屋排風機
及び運転予備用建屋排風機で構成し，低レベル廃液処理建屋の汚染のおそ
れのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の低レベル廃棄物処理建屋
換気筒の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

低レベル廃液処理建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-24表、第7.2-29図）

設計方針（系統構成）

設計方針（系統構成）

第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系
第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-23表、第7.2-28図）

17

5.1.4.10　第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備
第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系の内，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の
給気系は，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋給気ユニット及び第１ガラ
ス固化体貯蔵建屋東棟建屋送風機で構成し，第１ガラス固化体貯蔵建屋東
棟の管理区域へ外気を供給する設計とする。第１ガラス固化体貯蔵建屋給
気系の内，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の給気系は，第１ガラス固化体
貯蔵建屋西棟建屋給気ユニット及び第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋送
風機で構成し，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の管理区域へ外気を供給す
る設計とする。
第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系は，６系統の排気系を設置する設計とす
る。
第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系の内，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の
排気系は，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排気フィルタユニット，第
１ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ピット収納管排気フィルタユニット，第
１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排風機及び第１ガラス固化体貯蔵建屋東
棟貯蔵ピット収納管排風機で構成し，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の汚
染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の北換気筒（ハ
ル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）の排気口からの
排出をする設計とする。
第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系の内，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の
排気系は，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋排気フィルタユニット，第
１ガラス固化体貯蔵建屋西棟貯蔵ピット収納管排気フィルタユニット，第
１ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋排風機及び第１ガラス固化体貯蔵建屋西
棟貯蔵ピット収納管排風機で構成し，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の汚
染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の北換気筒（ハ
ル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）の排気口からの
排出をする設計とする。

機能要求①

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

△ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

△ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-1-1-2-1　安全機能を有する施設の閉じ込めの
機能に関する説明書
既設工認より変更なし（第10条「閉じ込めの機
能」の添付書類で記載する。）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

【閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計
について説明する。

△ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ －△ － 基本方針 －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十八条 換気設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

19

5.1.4.12　低レベル廃棄物処理建屋換気設備
低レベル廃棄物処理建屋換気設備は，低レベル廃棄物処理建屋給気系及び
低レベル廃棄物処理建屋排気系で構成する。
低レベル廃棄物処理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構
成し，低レベル廃棄物処理建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
低レベル廃棄物処理建屋排気系は，３系統の排気系を設置する設計とす
る。
低レベル廃棄物処理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニットⅠ，建屋排
気フィルタユニットⅡ，建屋排気フィルタユニットⅢ，建屋排風機Ⅰ，建
屋排風機Ⅱ及び建屋排風機Ⅲで構成し，低レベル廃棄物処理建屋の汚染の
おそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒及び低レベ
ル廃棄物処理建屋換気筒の排気口から排出をする設計とする。

機能要求①

低レベル廃棄物処理建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-25表、第7.2-30図）

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － －
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5.1.4.13　ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備
ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備は，ハル・エンドピース貯蔵建屋給
気系及びハル・エンドピース貯蔵建屋排気系で構成する。
ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機
で構成し，ハル・エンドピース貯蔵建屋の管理区域へ外気を供給する設計
とする。
ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系は，２系統の排気系を設置する設計と
する。
ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系は，建屋排気フィルタユニットⅠ，建
屋排気フィルタユニットⅡ，建屋排風機Ⅰ及び建屋排風機Ⅱで構成し，ハ
ル・エンドピース貯蔵建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の
浄化及び排気の北換気筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵
建屋換気筒）の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-26表、第7.2-31図）

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － －
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5.1.4.14　チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備は，チャンネ
ルボックス・バーナブルポイズン処理建屋給気系及びチャンネルボック
ス・バーナブルポイズン処理建屋排気系で構成する。
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋給気系は，建屋給気ユ
ニット及び建屋送風機で構成し，チャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン処理建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋排気系は，２系統の排
気系を設置する設計とする。
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋排気系は，建屋排気
フィルタユニットⅠ，建屋排気フィルタユニットⅡ，建屋排風機Ⅰ及び建
屋排風機Ⅱで構成し，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋
の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒及
び低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-27表、第7.2-32図）

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － －
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5.1.4.15　分析建屋換気設備
分析建屋換気設備は，分析建屋給気系及び分析建屋排気系で構成する。
分析建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，分析建屋
及び出入管理建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
分析建屋排気系は，４系統の排気系を設置する設計とする。
分析建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，セル排気フィルタユニッ
ト，グローブボックス排気フィルタユニット，フード排気フィルタユニッ
ト，建屋排風機，セル排風機，グローブボックス排風機及びフード排風機
で構成し，分析建屋及び出入管理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維
持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計とす
る。

機能要求①

分析建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-28表、第7.2-33図）

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － －

23

分析建屋換気設備は，六ヶ所保障措置分析所と共用する。分析建屋換気設
備は，換気設備の排風機に必要な容量を確保する設計とすることで，共用
によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
分析建屋換気設備
（許可文中、第7.2-28表、第7.2-33図）

設計方針（共用）
Ⅵ－１－１－４－１　安全機能を有する施設が使
用される条件の下における健全性に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.6　分
析設備】
〇共用
六ヶ所保障措置分析所との共用によって再処理施
設との安全性を損なわない設計とする。

－ － － － －

24

5.1.4.16　北換気筒
北換気筒は，多筒集合形とし，使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用
済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒並びにハル・エンドピース及び第１ガラス
固化体貯蔵建屋換気筒で構成する。
北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒）は，使用済燃料輸送容器
管理建屋換気設備からの排気を排気口から排出する設計とする。
北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）は，使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋換気設備からの排気を排気口から排出する設計とする。
北換気筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）
は，第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備及びハル・エンドピース貯蔵建屋
換気設備からの排気を排気口から排出する設計とする。

機能要求①
北換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-34図）

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － －

603
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5.1.4.12　低レベル廃棄物処理建屋換気設備
低レベル廃棄物処理建屋換気設備は，低レベル廃棄物処理建屋給気系及び
低レベル廃棄物処理建屋排気系で構成する。
低レベル廃棄物処理建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構
成し，低レベル廃棄物処理建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
低レベル廃棄物処理建屋排気系は，３系統の排気系を設置する設計とす
る。
低レベル廃棄物処理建屋排気系は，建屋排気フィルタユニットⅠ，建屋排
気フィルタユニットⅡ，建屋排気フィルタユニットⅢ，建屋排風機Ⅰ，建
屋排風機Ⅱ及び建屋排風機Ⅲで構成し，低レベル廃棄物処理建屋の汚染の
おそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒及び低レベ
ル廃棄物処理建屋換気筒の排気口から排出をする設計とする。

機能要求①

低レベル廃棄物処理建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-25表、第7.2-30図）

設計方針（系統構成）

20

5.1.4.13　ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備
ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備は，ハル・エンドピース貯蔵建屋給
気系及びハル・エンドピース貯蔵建屋排気系で構成する。
ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機
で構成し，ハル・エンドピース貯蔵建屋の管理区域へ外気を供給する設計
とする。
ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系は，２系統の排気系を設置する設計と
する。
ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系は，建屋排気フィルタユニットⅠ，建
屋排気フィルタユニットⅡ，建屋排風機Ⅰ及び建屋排風機Ⅱで構成し，ハ
ル・エンドピース貯蔵建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の
浄化及び排気の北換気筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵
建屋換気筒）の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-26表、第7.2-31図）

設計方針（系統構成）

21

5.1.4.14　チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備は，チャンネ
ルボックス・バーナブルポイズン処理建屋給気系及びチャンネルボック
ス・バーナブルポイズン処理建屋排気系で構成する。
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋給気系は，建屋給気ユ
ニット及び建屋送風機で構成し，チャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン処理建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋排気系は，２系統の排
気系を設置する設計とする。
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋排気系は，建屋排気
フィルタユニットⅠ，建屋排気フィルタユニットⅡ，建屋排風機Ⅰ及び建
屋排風機Ⅱで構成し，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋
の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒及
び低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの排出をする設計とする。

機能要求①

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-27表、第7.2-32図）

設計方針（系統構成）

22

5.1.4.15　分析建屋換気設備
分析建屋換気設備は，分析建屋給気系及び分析建屋排気系で構成する。
分析建屋給気系は，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成し，分析建屋
及び出入管理建屋の管理区域へ外気を供給する設計とする。
分析建屋排気系は，４系統の排気系を設置する設計とする。
分析建屋排気系は，建屋排気フィルタユニット，セル排気フィルタユニッ
ト，グローブボックス排気フィルタユニット，フード排気フィルタユニッ
ト，建屋排風機，セル排風機，グローブボックス排風機及びフード排風機
で構成し，分析建屋及び出入管理建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維
持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出をする設計とす
る。

機能要求①

分析建屋換気設備

給気系は給気ユニット及び送風機とし、排気系は
排気フィルタユニット及び排風機を対象とする。
（許可文中、第7.2-28表、第7.2-33図）

設計方針（系統構成）

23

分析建屋換気設備は，六ヶ所保障措置分析所と共用する。分析建屋換気設
備は，換気設備の排風機に必要な容量を確保する設計とすることで，共用
によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
分析建屋換気設備
（許可文中、第7.2-28表、第7.2-33図）

設計方針（共用）

24

5.1.4.16　北換気筒
北換気筒は，多筒集合形とし，使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用
済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒並びにハル・エンドピース及び第１ガラス
固化体貯蔵建屋換気筒で構成する。
北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒）は，使用済燃料輸送容器
管理建屋換気設備からの排気を排気口から排出する設計とする。
北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）は，使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋換気設備からの排気を排気口から排出する設計とする。
北換気筒（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）
は，第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備及びハル・エンドピース貯蔵建屋
換気設備からの排気を排気口から排出する設計とする。

機能要求①
北換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-34図）

設計方針（系統構成）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

△ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

△ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

△ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

△ － 基本方針 － － －
Ⅵ－１－１－４－１　安全機能を有する施設が使
用される条件の下における健全性に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【1.8 系統施設毎の設計上の考慮　1.8.7.6　分
析設備】
〇共用
六ヶ所保障措置分析所との共用によって再処理施
設との安全性を損なわない設計とする。

△ 基本方針 基本方針 － － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十八条 換気設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

25
北換気筒の支持構造物は，廃棄物管理施設と共用する。北換気筒の支持構
造物は，廃棄物管理施設の筒身を考慮した強度を確保する設計とすること
で，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
北換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-34図）

設計方針（共用）
Ⅵ－１－１－４－１　安全機能を有する施設が使
用される条件の下における健全性に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

〇共用
廃棄物管理施設との共用によって再処理施設との
安全性を損なわない設計とする。

－ － － － －

26

5.1.4.17　低レベル廃棄物処理建屋換気筒
低レベル廃棄物処理建屋換気筒は，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋換気設備，低レベル廃液処理建屋換気設備，低レベル廃棄物処理建屋
換気設備及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備
から排気を排気口から排出する設計とする。

機能要求①
低レベル廃棄物処理建屋換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-35図）

設計方針（系統構成）

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十八条 換気設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

25
北換気筒の支持構造物は，廃棄物管理施設と共用する。北換気筒の支持構
造物は，廃棄物管理施設の筒身を考慮した強度を確保する設計とすること
で，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
北換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-34図）

設計方針（共用）

26

5.1.4.17　低レベル廃棄物処理建屋換気筒
低レベル廃棄物処理建屋換気筒は，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋換気設備，低レベル廃液処理建屋換気設備，低レベル廃棄物処理建屋
換気設備及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備
から排気を排気口から排出する設計とする。

機能要求①
低レベル廃棄物処理建屋換気筒
（許可文中、第7.2-29表、第7.2-35図）

設計方針（系統構成）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ 基本方針 基本方針 － － －
Ⅵ－１－１－４－１　安全機能を有する施設が使
用される条件の下における健全性に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

〇共用
廃棄物管理施設との共用によって再処理施設との
安全性を損なわない設計とする。

△ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物
の廃棄施設に関する説明書
既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
既設工認（添付書類「Ⅵ　再処理施設に関する図
面」）より変更なし

【換気設備の基本方針】
換気設備の設備構成、系統構成、配置、構造等を
説明する。

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第29条 保安電源設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

7.その他再処理設備の附属施設
7.1動力装置及び非常用動力装置
7.1.1電気設備
電気設備の設計に係る共通的な設計方針については、第１章　共通項目の
「２．地盤」，「３．自然現象等」，「５．火災等による損傷の防止」，
「６．再処理施設内における溢水による損傷の防止」，「７．再処理施設
内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」，「９．設備に対する要
求」及び「10．その他」に基づくものとする。

冒頭宣言 － － － － － － － － －

2
再処理施設は，安全上重要な施設がその機能を維持するために必要となる
電力を当該安全上重要な施設に供給するため，電力系統に連系した設計と
する。

機能要求① 受電開閉設備 設計方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
2． 基本方針
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.2 再処理施設の電力供給確保

保安電源設備の健全性に関する説明書
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.2 再処理施設の電力供給確保
再処理施設は，安全上重要な施設がその機能を維
持するために必要となる電力を当該安全上重要な
施設に供給するため，電力系統に連系した設計と
することを説明する。

－ － － － －

3

再処理施設に接続する再処理施設内開閉所の外の電力系統（以下「電線
路」という。）のうち少なくとも２回線は，電力系統と非常用所内電源系
統とを接続する外部電源系統を２つ以上設ける設計とすることにより，再
処理施設において受電可能な設計とし，かつ，それにより再処理施設を電
力系統に連系する設計とする。

機能要求②
受電開閉設備
変圧器

設計方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
2． 基本方針
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.2 再処理施設の電力供給確保

保安電源設備の健全性に関する説明書
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.2 再処理施設の電力供給確保
再処理施設に接続する再処理施設内開閉所の外の
電力系統（以下「電線路」という。）のうち少な
くとも２回線は，電力系統と非常用所内電源系統
とを接続する外部電源系統を２つ以上設ける設計
とすることにより，再処理施設において受電可能
な設計とし，かつ，それにより再処理施設を電力
系統に連系する設計とすることを説明する。

－ － － － －

4
再処理施設には，非常用電源設備（安全機能を有する施設に属するものに
限る。）を設ける設計とする。

設置要求
機能要求②

ディーゼル発電機
直流電源設備

設計方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-1　非常用発電装置の出力の決定に関す
る説明書
3. 施設の詳細設計方針
3.1 非常用ディーゼル発電機
3.1.1　内燃機関
3.1.2　発電機
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.3 非常用ディーゼル発電機に関する設計

非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
3. 施設の詳細設計方針
3.1 非常用ディーゼル発電機
3.1.1　内燃機関
3.1.2　発電機
保安電源設備の健全性に関する説明書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.3 非常用ディーゼル発電機に関する設計
再処理施設には，非常用電源設備（安全機能を有
する施設に属するものに限る。）を設ける設計と
することを説明する。

－ － － － －

5
再処理施設の安全性を確保するために特に必要な設備には，無停電電源装
置又はこれと同等以上の機能を有する設備を設ける設計とする。

設置要求
機能要求②

直流電源設備
計測制御用交流電源設備

設計方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
再処理施設の安全性を確保するために特に必要な
設備には、無停電電源装置又はこれと同等以上の
機能を有する設備を設ける設計とすることを説明
する。

－ － － － －

6

再処理施設の保安電源設備（安全機能を有する施設へ電力を供給するため
の設備をいう。）は，電線路及び非常用電源設備から安全機能を有する施
設への電力の供給が停止することがないよう，送電線，変圧器，母線，発
電機に保護継電器を設置し，電気系統の機器の短絡，地絡，母線の低電
圧，過電流，過電圧を感知した場合は，ガス絶縁開閉装置あるいはメタル
クラッド開閉装置，パワーセンタ及びモータコントロールセンタの遮断器
により故障箇所を隔離することによって，故障による影響を局所化できる
とともに，他の安全機能への影響を限定できる設計とする。

機能要求①

受電開閉設備
ディーゼル発電機
変圧器
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備

基本方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
2． 基本方針
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.1.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.1.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
再処理施設の保安電源設備（安全機能を有する施
設へ電力を供給するための設備をいう。）は，電
線路及び非常用電源設備から安全機能を有する施
設への電力の供給が停止することがないよう，送
電線，変圧器，母線，発電機に保護継電器を設置
し，電気系統の機器の短絡，地絡，母線の低電
圧，過電流，過電圧を感知した場合は，ガス絶縁
開閉装置あるいはメタルクラッド開閉装置，パ
ワーセンタ及びモータコントロールセンタの遮断
器により故障箇所を隔離することによって，故障
による影響を局所化できるとともに，他の安全機
能への影響を限定できる設計とすることを説明す
る。

－ － － － －

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第29条 保安電源設備）

別紙２

1

7.その他再処理設備の附属施設
7.1動力装置及び非常用動力装置
7.1.1電気設備
電気設備の設計に係る共通的な設計方針については、第１章　共通項目の
「２．地盤」，「３．自然現象等」，「５．火災等による損傷の防止」，
「６．再処理施設内における溢水による損傷の防止」，「７．再処理施設
内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」，「９．設備に対する要
求」及び「10．その他」に基づくものとする。

冒頭宣言 － －

2
再処理施設は，安全上重要な施設がその機能を維持するために必要となる
電力を当該安全上重要な施設に供給するため，電力系統に連系した設計と
する。

機能要求① 受電開閉設備 設計方針

3

再処理施設に接続する再処理施設内開閉所の外の電力系統（以下「電線
路」という。）のうち少なくとも２回線は，電力系統と非常用所内電源系
統とを接続する外部電源系統を２つ以上設ける設計とすることにより，再
処理施設において受電可能な設計とし，かつ，それにより再処理施設を電
力系統に連系する設計とする。

機能要求②
受電開閉設備
変圧器

設計方針

4
再処理施設には，非常用電源設備（安全機能を有する施設に属するものに
限る。）を設ける設計とする。

設置要求
機能要求②

ディーゼル発電機
直流電源設備

設計方針

5
再処理施設の安全性を確保するために特に必要な設備には，無停電電源装
置又はこれと同等以上の機能を有する設備を設ける設計とする。

設置要求
機能要求②

直流電源設備
計測制御用交流電源設備

設計方針

6

再処理施設の保安電源設備（安全機能を有する施設へ電力を供給するため
の設備をいう。）は，電線路及び非常用電源設備から安全機能を有する施
設への電力の供給が停止することがないよう，送電線，変圧器，母線，発
電機に保護継電器を設置し，電気系統の機器の短絡，地絡，母線の低電
圧，過電流，過電圧を感知した場合は，ガス絶縁開閉装置あるいはメタル
クラッド開閉装置，パワーセンタ及びモータコントロールセンタの遮断器
により故障箇所を隔離することによって，故障による影響を局所化できる
とともに，他の安全機能への影響を限定できる設計とする。

機能要求①

受電開閉設備
ディーゼル発電機
変圧器
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備

基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

〇 － － － － － － －

〇 受電開閉設備 － － － －

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
2． 基本方針
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.2 再処理施設の電力供給確保

保安電源設備の健全性に関する説明書
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.2 再処理施設の電力供給確保
再処理施設は，安全上重要な施設がその機能を維
持するために必要となる電力を当該安全上重要な
施設に供給するため，電力系統に連系した設計と
することを説明する。

△
受電開閉設備
変圧器

－ － －
＜受電開閉設備
用遮断器＞
電圧、電流

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
2． 基本方針
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.2 再処理施設の電力供給確保

保安電源設備の健全性に関する説明書
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.2 再処理施設の電力供給確保
再処理施設に接続する再処理施設内開閉所の外の
電力系統（以下「電線路」という。）のうち少な
くとも２回線は，電力系統と非常用所内電源系統
とを接続する外部電源系統を２つ以上設ける設計
とすることにより，再処理施設において受電可能
な設計とし，かつ，それにより再処理施設を電力
系統に連系する設計とすることを説明する。

△

ディーゼル発電機
　ディーゼル機関
　同期発電機
　重油タンク
　燃料デイタンク
　燃料移送ポンプ
　空気だめ
　空気だめ安全弁
　主配管（燃料油系）
　主配管（冷却水系）
　主配管（起動空気系）
直流電源設備

ディーゼル発電機
　ディーゼル機関
　同期発電機
　燃料油貯蔵タンク
　燃料油サービスタンク
　燃料油移送ポンプ
　空気だめ
　空気だめ安全弁
　主配管（燃料油系）
　主配管（冷却水系）
　主配管（起動空気系）
直流電源設備

－ －

＜発電機＞
容量、燃料消費
量
＜容器＞
容量、最高使用
圧力
＜ポンプ＞
容量、揚程、吐
出圧力
＜弁＞
吹出圧力、吹出
量
＜配管＞
最高使用圧力、
最高使用温度、
外径、厚さ
＜電力貯蔵装置
＞
　蓄電池
　　容量、電圧

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-1　非常用発電装置の出力の決定に関す
る説明書
3. 施設の詳細設計方針
3.1 非常用ディーゼル発電機
3.1.1　内燃機関
3.1.2　発電機
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.3 非常用ディーゼル発電機に関する設計

非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
3. 施設の詳細設計方針
3.1 非常用ディーゼル発電機
3.1.1　内燃機関
3.1.2　発電機
保安電源設備の健全性に関する説明書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.3 非常用ディーゼル発電機に関する設計
再処理施設には，非常用電源設備（安全機能を有
する施設に属するものに限る。）を設ける設計と
することを説明する。

△
直流電源設備
計測制御用交流電源設備

直流電源設備
計測制御用交流電源設備

－ －

＜無停電電源装
置＞
容量、電圧
＜電力貯蔵装置
＞
　蓄電池
　　容量、電圧
　充電器盤
　　電圧、電流

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
再処理施設の安全性を確保するために特に必要な
設備には、無停電電源装置又はこれと同等以上の
機能を有する設備を設ける設計とすることを説明
する。

△

受電開閉設備
変圧器
ディーゼル発電機
　ディーゼル機関
　同期発電機
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備

ディーゼル発電機
　ディーゼル機関
　同期発電機
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備

受電開閉設備
ディーゼル発電機
変圧器
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備

－ －

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
2． 基本方針
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.1.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.1.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
再処理施設の保安電源設備（安全機能を有する施
設へ電力を供給するための設備をいう。）は，電
線路及び非常用電源設備から安全機能を有する施
設への電力の供給が停止することがないよう，送
電線，変圧器，母線，発電機に保護継電器を設置
し，電気系統の機器の短絡，地絡，母線の低電
圧，過電流，過電圧を感知した場合は，ガス絶縁
開閉装置あるいはメタルクラッド開閉装置，パ
ワーセンタ及びモータコントロールセンタの遮断
器により故障箇所を隔離することによって，故障
による影響を局所化できるとともに，他の安全機
能への影響を限定できる設計とすることを説明す
る。

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第29条 保安電源設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

7

また，外部電源に直接接続している受電変圧器の一次側において３相のう
ちの１相の電路の開放が生じた場合，安全機能を有する施設への電力の供
給が不安定になったことを検知し，故障箇所の隔離又は非常用母線の接続
変更その他の異常の拡大を防止する対策（手動操作による対策を含む。）
を講ずることによって，安全機能を有する施設への電力の供給が停止する
ことのないように，電力供給の安定性を回復できる設計とする。

機能要求①
受電開閉設備
変圧器

設計方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
2. 基本方針
2.1.2 1 相の電路の開放に対する検知及び電力の
安定性回復
3. 施設の設計方針
3.1.4 1相の電路の開放に対する検知及び電力の
安定性回復

保安電源設備の健全性に関する説明書
2.1.2 1 相の電路の開放に対する検知及び電力の
安定性回復
3. 施設の設計方針
3.1.4 1相の電路の開放に対する検知及び電力の
安定性回復
外部電源に直接接続している受電変圧器の一次側
において３相のうちの１相の電路の開放が生じた
場合，安全機能を有する施設への電力の供給が不
安定になったことを検知し，故障箇所の隔離又は
非常用母線の接続変更その他の異常の拡大を防止
する対策（手動操作による対策を含む。）を講ず
ることによって，安全機能を有する施設への電力
の供給が停止することのないように，電力供給の
安定性を回復できる設計とすることを説明する。

－ － － － －

8

安全上重要な施設への電力供給に係る電気盤及び当該電気盤に影響を与え
るおそれのある電気盤（安全上重要な施設を除く。）について，遮断器の
遮断時間の適切な設定，非常用ディーゼル発電機の停止により，高エネル
ギーのアーク放電によるこれらの電気盤の損壊の拡大を防止することがで
きる設計とする。

評価要求

受電開閉設備
ディーゼル発電機
変圧器
所内高圧系統
所内低圧系統

基本方針
評価条件

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-1　非常用発電装置の出力の決定に関す
る説明書
2.  基本方針
2.1　常設の非常用発電装置の出力に関する設計
方針
2.1.3 遮断器
3.　施設の詳細設計方針
3.3　高エネルギーアーク損傷に係る対処

非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
2.  基本方針
2.1　常設の非常用発電装置の出力に関する設計
方針
2.1.3 遮断器
3.　施設の詳細設計方針
3.3　高エネルギーアーク損傷に係る対処
安全上重要な施設への電力供給に係る電気盤（非
常用ディーゼル発電機に接続される電気盤を含
む）及び当該電気盤に影響を与えるおそれのある
電気盤（安全上重要な施設を除く。）について、
遮断器の遮断時間の適切な設定，非常用ディーゼ
ル発電機の停止により、高エネルギーのアーク放
電によるこれらの電気盤の損壊の拡大を防止する
ことができる設計とすることを説明する。

－ － － － －

10
非常用ディーゼル発電機の燃料を貯蔵する燃料貯蔵設備（耐震Ｓクラス）
は，７日分の連続運転に必要な容量以上の燃料を事業所内に貯蔵できる設
計とする。

評価要求
ディーゼル発電機 基本方針

評価条件

Ⅵ-1-1-3
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書
Ⅵ-1-1-3-7-1　電気設備

【Ⅵ-1-1-3-7-1　電気設備】
燃料貯蔵設備の容量について説明する

－ － － － －

11
保安電源設備は受電開閉設備，変圧器，所内高圧系統，所内低圧系統，
ディーゼル発電機，直流電源設備，計測制御用電源設備及びケーブルで構
成する設計とする。

冒頭宣言

受電開閉設備
変圧器
ディーゼル発電機
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備

基本方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.1 受電開閉設備及び変圧器等に関する設計
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.3 非常用ディーゼル発電機に関する設計

保安電源設備の健全性に関する説明書
3. 施設の設計方針
3.1 受電開閉設備及び変圧器等に関する設計
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.3 非常用ディーゼル発電機に関する設計
電気設備は受電開閉設備，変圧器，所内高圧系
統，所内低圧系統，ディーゼル発電機，直流電源
設備，計測制御用電源設備及びケーブルで構成す
る設計とすることを説明する。

－ － － － －

－ －

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
再処理施設の非常用電源設備及びその附属設備
（非常用所内電源設備（非常用ディーゼル発電
機，非常用蓄電池，燃料貯蔵設備等）及び安全上
重要な施設への電力供給設備（非常用メタルク
ラッド開閉装置，非常用パワーセンタ，非常用
モータコントロールセンタ，ケーブル））は，多
重性を確保し，及び独立性を確保し,その系統を
構成する機械又は器具の単一故障が発生した場合
であっても，運転時の異常な過渡変化時又は設計
基準事故時において安全上重要な施設及び設計基
準事故に対処するための設備がその機能を確保す
るため，７日間の外部電源喪失を仮定しても非常
用ディーゼル発電機の連続運転により電力を供給
できる設計とすることを説明する。

－ － －9

再処理施設の非常用電源設備及びその附属設備（非常用所内電源設備（非
常用ディーゼル発電機，非常用蓄電池，燃料貯蔵設備等）及び安全上重要
な施設への電力供給設備（非常用メタルクラッド開閉装置，非常用パワー
センタ，非常用モータコントロールセンタ，ケーブル））は，多重性を確
保し，及び独立性を確保し,その系統を構成する機械又は器具の単一故障
が発生した場合であっても，運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故
時において安全上重要な施設及び設計基準事故に対処するための設備がそ
の機能を確保するため，７日間の外部電源喪失を仮定しても非常用ディー
ゼル発電機の連続運転により電力を供給できる設計とする。

機能要求②
評価要求

ディーゼル発電機
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備

設計方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第29条 保安電源設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

7

また，外部電源に直接接続している受電変圧器の一次側において３相のう
ちの１相の電路の開放が生じた場合，安全機能を有する施設への電力の供
給が不安定になったことを検知し，故障箇所の隔離又は非常用母線の接続
変更その他の異常の拡大を防止する対策（手動操作による対策を含む。）
を講ずることによって，安全機能を有する施設への電力の供給が停止する
ことのないように，電力供給の安定性を回復できる設計とする。

機能要求①
受電開閉設備
変圧器

設計方針

8

安全上重要な施設への電力供給に係る電気盤及び当該電気盤に影響を与え
るおそれのある電気盤（安全上重要な施設を除く。）について，遮断器の
遮断時間の適切な設定，非常用ディーゼル発電機の停止により，高エネル
ギーのアーク放電によるこれらの電気盤の損壊の拡大を防止することがで
きる設計とする。

評価要求

受電開閉設備
ディーゼル発電機
変圧器
所内高圧系統
所内低圧系統

基本方針
評価条件

10
非常用ディーゼル発電機の燃料を貯蔵する燃料貯蔵設備（耐震Ｓクラス）
は，７日分の連続運転に必要な容量以上の燃料を事業所内に貯蔵できる設
計とする。

評価要求
ディーゼル発電機 基本方針

評価条件

11
保安電源設備は受電開閉設備，変圧器，所内高圧系統，所内低圧系統，
ディーゼル発電機，直流電源設備，計測制御用電源設備及びケーブルで構
成する設計とする。

冒頭宣言

受電開閉設備
変圧器
ディーゼル発電機
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備

基本方針

9

再処理施設の非常用電源設備及びその附属設備（非常用所内電源設備（非
常用ディーゼル発電機，非常用蓄電池，燃料貯蔵設備等）及び安全上重要
な施設への電力供給設備（非常用メタルクラッド開閉装置，非常用パワー
センタ，非常用モータコントロールセンタ，ケーブル））は，多重性を確
保し，及び独立性を確保し,その系統を構成する機械又は器具の単一故障
が発生した場合であっても，運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故
時において安全上重要な施設及び設計基準事故に対処するための設備がそ
の機能を確保するため，７日間の外部電源喪失を仮定しても非常用ディー
ゼル発電機の連続運転により電力を供給できる設計とする。

機能要求②
評価要求

ディーゼル発電機
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備

設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△
受電開閉設備
変圧器

－ 変圧器 － －

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
2. 基本方針
2.1.2 1 相の電路の開放に対する検知及び電力の
安定性回復
3. 施設の設計方針
3.1.4 1相の電路の開放に対する検知及び電力の
安定性回復

保安電源設備の健全性に関する説明書
2.1.2 1 相の電路の開放に対する検知及び電力の
安定性回復
3. 施設の設計方針
3.1.4 1相の電路の開放に対する検知及び電力の
安定性回復
外部電源に直接接続している受電変圧器の一次側
において３相のうちの１相の電路の開放が生じた
場合，安全機能を有する施設への電力の供給が不
安定になったことを検知し，故障箇所の隔離又は
非常用母線の接続変更その他の異常の拡大を防止
する対策（手動操作による対策を含む。）を講ず
ることによって，安全機能を有する施設への電力
の供給が停止することのないように，電力供給の
安定性を回復できる設計とすることを説明する。

〇

受電開閉設備
変圧器
ディーゼル発電機
　ディーゼル機関
　同期発電機
所内高圧系統
所内低圧系統

ディーゼル発電機
　ディーゼル機関
　同期発電機
所内高圧系統
所内低圧系統

－ －

＜発電機＞
容量、燃料消費
量
＜電源盤＞
電圧、電流

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-1　非常用発電装置の出力の決定に関す
る説明書
2.  基本方針
2.1　常設の非常用発電装置の出力に関する設計
方針
2.1.3 遮断器
3.　施設の詳細設計方針
3.3　高エネルギーアーク損傷に係る対処

非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
2.  基本方針
2.1　常設の非常用発電装置の出力に関する設計
方針
2.1.3 遮断器
3.　施設の詳細設計方針
3.3　高エネルギーアーク損傷に係る対処
安全上重要な施設への電力供給に係る電気盤（非
常用ディーゼル発電機に接続される電気盤を含
む）及び当該電気盤に影響を与えるおそれのある
電気盤（安全上重要な施設を除く。）について、
遮断器の遮断時間の適切な設定，非常用ディーゼ
ル発電機の停止により、高エネルギーのアーク放
電によるこれらの電気盤の損壊の拡大を防止する
ことができる設計とすることを説明する。

〇

ディーゼル発電機
　重油タンク
　燃料デイタンク
　燃料移送ポンプ
　主配管（燃料油系）

ディーゼル発電機
　燃料油貯蔵タンク
　燃料油サービスタンク
　燃料油移送ポンプ
　主配管（燃料油系）

－ －

＜容器＞
容量、最高使用
圧力
＜ポンプ＞
容量、揚程、吐
出圧力
＜配管＞
最高使用圧力、
最高使用温度、
外径、厚さ

Ⅵ-1-1-3
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書
Ⅵ-1-1-3-7-1　電気設備

【Ⅵ-1-1-3-7-1　電気設備】
燃料貯蔵設備の容量について説明する

△

受電開閉設備
変圧器
ディーゼル発電機
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備

ディーゼル発電機
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備

ディーゼル発電機
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備

－ －

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.1 受電開閉設備及び変圧器等に関する設計
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.3 非常用ディーゼル発電機に関する設計

保安電源設備の健全性に関する説明書
3. 施設の設計方針
3.1 受電開閉設備及び変圧器等に関する設計
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.3 非常用ディーゼル発電機に関する設計
電気設備は受電開閉設備，変圧器，所内高圧系
統，所内低圧系統，ディーゼル発電機，直流電源
設備，計測制御用電源設備及びケーブルで構成す
る設計とすることを説明する。

－ －

＜発電機＞
容量、燃料消費
量
＜容器＞
容量、最高使用
圧力
＜ポンプ＞
容量、揚程、吐
出圧力
＜弁＞
吹出圧力、吹出
量
＜配管＞
最高使用圧力、
最高使用温度、
外径、厚さ
＜無停電電源装
置＞
容量、電圧
＜電力貯蔵装置
＞
・蓄電池
　　容量、電圧
・充電器盤
　　電圧、電流
＜電源盤＞
電圧、電流

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
再処理施設の非常用電源設備及びその附属設備
（非常用所内電源設備（非常用ディーゼル発電
機，非常用蓄電池，燃料貯蔵設備等）及び安全上
重要な施設への電力供給設備（非常用メタルク
ラッド開閉装置，非常用パワーセンタ，非常用
モータコントロールセンタ，ケーブル））は，多
重性を確保し，及び独立性を確保し,その系統を
構成する機械又は器具の単一故障が発生した場合
であっても，運転時の異常な過渡変化時又は設計
基準事故時において安全上重要な施設及び設計基
準事故に対処するための設備がその機能を確保す
るため，７日間の外部電源喪失を仮定しても非常
用ディーゼル発電機の連続運転により電力を供給
できる設計とすることを説明する。

△

ディーゼル発電機
　ディーゼル機関
　同期発電機
　重油タンク
　燃料デイタンク
　燃料移送ポンプ
　空気だめ
　空気だめ安全弁
　主配管（燃料油系）
　主配管（冷却水系）
　主配管（起動空気系）
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備

ディーゼル発電機
　ディーゼル機関
　同期発電機
　燃料油貯蔵タンク
　燃料油サービスタンク
　燃料油移送ポンプ
　空気だめ
　空気だめ安全弁
　主配管（燃料油系）
　主配管（冷却水系）
　主配管（起動空気系）
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第29条 保安電源設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

12 非常用電源建屋は，地上２階，地下１階の建物とする設計とする。 設置要求 非常用電源建屋 基本方針

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8.7　その他再処理設備の附属施設
1.8.7.1　電気設備

1.8.7　その他再処理設備の附属施設
1.8.7.1　電気設備
非常用電源建屋の構成及び設計

－ － － － －

13
7.1.1.1受電開閉設備
再処理施設の電力は，外部から154ｋＶ送電線２回線で受電し，所要の電
圧に降圧し再処理施設へ給電する設計とする。

機能要求① 受電開閉設備 設計方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
2． 基本方針
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.2 再処理施設の電力供給確保

保安電源設備の健全性に関する説明書
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.2 再処理施設の電力供給確保
再処理施設の電力は，外部から154ｋＶ送電線２
回線で受電し，所要の電圧に降圧し再処理施設へ
給電する設計とすることを説明する。

－ － － － －

14
送電線２回線の停止時に備えて，非常用ディーゼル発電機，非常用蓄電
池，燃料貯蔵設備等で構成する非常用電源設備及びその附属設備を設置す
る設計とする。

設置要求
ディーゼル発電機
直流電源設備

設計方針

Ⅵ-1-5-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-5-1-1　非常用発電装置の出力の決定に関す
る説明書
3. 施設の詳細設計方針
3.1 非常用ディーゼル発電機
3.1.1　内燃機関
3.1.2　発電機

Ⅵ-1-5-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
3.1 非常用ディーゼル発電機
3.1.1　内燃機関
3.1.2　発電機

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
送電線２回線の停止時に備えて，非常用ディーゼ
ル発電機，非常用蓄電池，燃料貯蔵設備等で構成
する非常用電源設備及びその附属設備を設置する
設計とすることを説明する。

－ － － － －

15
受電開閉設備は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する設計
とする。

機能要求①
受電開閉設備

基本方針

Ⅵ−１−１−４
安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重
⼤事故等対処設備が使⽤される条件の下における
健全性に関する説明書
3.2 悪影響防止
3.2.1　安全機能を有する施設及び安全上重要な
施設

【3.2 悪影響防止　3.2.1　安全機能を有する施
設及び安全上重要な施設】
受電開閉設備は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料
加工施設と共用する設計とすることを説明する。

－ － － － －

16

受電開閉設備は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設との共用によっ
て安全機能を有する施設への電力の供給が停止することがないよう，廃棄
物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設への給電を考慮しても十分な容量を有
することから，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とす
る。

機能要求① 受電開閉設備 基本方針

Ⅵ−１−１−４
安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重
⼤事故等対処設備が使⽤される条件の下における
健全性に関する説明書
3.2 悪影響防止
3.2.1　安全機能を有する施設及び安全上重要な
施設

【3.2 悪影響防止　3.2.1　安全機能を有する施
設及び安全上重要な施設】
再処理施設の電気設備はMOX 燃料加工施設及び廃
棄物管理施設との共用によって安全機能を有する
施設への電力の供給が停止することがないよう，
MOX 燃料加工施設及び廃棄物管理施設への給電を
考慮しても十分な容量を確保することにより，共
用によって再処理施設の安全性を損なわない設計
とすることを説明する。

－ － － － －

17
7.1.1.2変圧器
受電開閉設備で受電し，受電変圧器を通して6.9ｋＶに降圧した後，再処
理施設へ給電する設計とする。

機能要求① 変圧器 設計方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
2． 基本方針
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.2 再処理施設の電力供給確保

保安電源設備の健全性に関する説明書
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.2 再処理施設の電力供給確保
受電開閉設備で受電した電圧を受電変圧器を通し
て6.9ｋＶに降圧した後，再処理施設へ給電する
設計とすることを説明する。

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第29条 保安電源設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

12 非常用電源建屋は，地上２階，地下１階の建物とする設計とする。 設置要求 非常用電源建屋 基本方針

13
7.1.1.1受電開閉設備
再処理施設の電力は，外部から154ｋＶ送電線２回線で受電し，所要の電
圧に降圧し再処理施設へ給電する設計とする。

機能要求① 受電開閉設備 設計方針

14
送電線２回線の停止時に備えて，非常用ディーゼル発電機，非常用蓄電
池，燃料貯蔵設備等で構成する非常用電源設備及びその附属設備を設置す
る設計とする。

設置要求
ディーゼル発電機
直流電源設備

設計方針

15
受電開閉設備は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する設計
とする。

機能要求①
受電開閉設備

基本方針

16

受電開閉設備は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設との共用によっ
て安全機能を有する施設への電力の供給が停止することがないよう，廃棄
物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設への給電を考慮しても十分な容量を有
することから，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とす
る。

機能要求① 受電開閉設備 基本方針

17
7.1.1.2変圧器
受電開閉設備で受電し，受電変圧器を通して6.9ｋＶに降圧した後，再処
理施設へ給電する設計とする。

機能要求① 変圧器 設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
1.8.7　その他再処理設備の附属施設
1.8.7.1　電気設備

1.8.7　その他再処理設備の附属施設
1.8.7.1　電気設備
非常用電源建屋の構成及び設計

△ 受電開閉設備 － － － －

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
2． 基本方針
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.2 再処理施設の電力供給確保

保安電源設備の健全性に関する説明書
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.2 再処理施設の電力供給確保
再処理施設の電力は，外部から154ｋＶ送電線２
回線で受電し，所要の電圧に降圧し再処理施設へ
給電する設計とすることを説明する。

△

ディーゼル発電機
　ディーゼル機関
　同期発電機
　重油タンク
　燃料デイタンク
　燃料移送ポンプ
　空気だめ
　空気だめ安全弁
　主配管（燃料油系）
　主配管（冷却水系）
　主配管（起動空気系）
直流電源設備

ディーゼル発電機
　ディーゼル機関
　同期発電機
　燃料油貯蔵タンク
　燃料油サービスタンク
　燃料油移送ポンプ
　空気だめ
　空気だめ安全弁
　主配管（燃料油系）
　主配管（冷却水系）
　主配管（起動空気系）
直流電源設備

－ － －

Ⅵ-1-5-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-5-1-1　非常用発電装置の出力の決定に関す
る説明書
3. 施設の詳細設計方針
3.1 非常用ディーゼル発電機
3.1.1　内燃機関
3.1.2　発電機

Ⅵ-1-5-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
3.1 非常用ディーゼル発電機
3.1.1　内燃機関
3.1.2　発電機

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
送電線２回線の停止時に備えて，非常用ディーゼ
ル発電機，非常用蓄電池，燃料貯蔵設備等で構成
する非常用電源設備及びその附属設備を設置する
設計とすることを説明する。

〇 受電開閉設備 － 受電開閉設備 － －

Ⅵ−１−１−４
安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重
⼤事故等対処設備が使⽤される条件の下における
健全性に関する説明書
3.2 悪影響防止
3.2.1　安全機能を有する施設及び安全上重要な
施設

【3.2 悪影響防止　3.2.1　安全機能を有する施
設及び安全上重要な施設】
受電開閉設備は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料
加工施設と共用する設計とすることを説明する。

〇 受電開閉設備 － 受電開閉設備 － －

Ⅵ−１−１−４
安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重
⼤事故等対処設備が使⽤される条件の下における
健全性に関する説明書
3.2 悪影響防止
3.2.1　安全機能を有する施設及び安全上重要な
施設

【3.2 悪影響防止　3.2.1　安全機能を有する施
設及び安全上重要な施設】
再処理施設の電気設備はMOX 燃料加工施設及び廃
棄物管理施設との共用によって安全機能を有する
施設への電力の供給が停止することがないよう，
MOX 燃料加工施設及び廃棄物管理施設への給電を
考慮しても十分な容量を確保することにより，共
用によって再処理施設の安全性を損なわない設計
とすることを説明する。

△ 変圧器 － 変圧器 － －

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
2． 基本方針
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.2 再処理施設の電力供給確保

保安電源設備の健全性に関する説明書
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.2 再処理施設の電力供給確保
受電開閉設備で受電した電圧を受電変圧器を通し
て6.9ｋＶに降圧した後，再処理施設へ給電する
設計とすることを説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第29条 保安電源設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

18
受電変圧器は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する設計と
する。

機能要求① 変圧器 基本方針

Ⅵ−１−１−４
安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重
⼤事故等対処設備が使⽤される条件の下における
健全性に関する説明書
3.2 悪影響防止
3.2.1　安全機能を有する施設及び安全上重要な
施設

【3.2 悪影響防止　3.2.1　安全機能を有する施
設及び安全上重要な施設】
変圧器は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施
設と共用する設計とすることを説明する。

－ － － － －

19

受電変圧器は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設との共用によって
安全機能を有する施設への電力の供給が停止することがないよう，MOX 燃
料加工施設及び廃棄物管理施設への給電を考慮しても十分な容量を有する
ことから，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求① 変圧器 基本方針

Ⅵ−１−１−４
安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重
⼤事故等対処設備が使⽤される条件の下における
健全性に関する説明書
3.2 悪影響防止
3.2.1　安全機能を有する施設及び安全上重要な
施設

【3.2 悪影響防止　3.2.1　安全機能を有する施
設及び安全上重要な施設】
再処理施設の電気設備はMOX 燃料加工施設及び廃
棄物管理施設との共用によって安全機能を有する
施設への電力の供給が停止することがないよう，
MOX 燃料加工施設及び廃棄物管理施設への給電を
考慮しても十分な容量を確保することにより，共
用によって再処理施設の安全性を損なわない設計
とすることを説明する。

－ － － － －

20

7.1.1.3所内高圧系統
非常用の所内高圧系統（メタルクラッド開閉装置で構成）は，高圧主母線
及び高圧母線で構成し，多重性を持たせた２系統の母線で安全上重要な負
荷等に給電する設計とする。

機能要求① 所内高圧系統 設計方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
2． 基本方針
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.1.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.1.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
非常用の所内高圧系統（メタルクラッド開閉装置
で構成）は，高圧主母線及び高圧母線で構成し，
多重性を持たせた２系統の母線で安全上重要な負
荷等に給電する設計とすることを説明する。

－ － － － －

21
また，動力用変圧器を通して降圧し，非常用の所内低圧系統（パワーセン
タ及びモータコントロールセンタで構成）へ給電する設計とする。

機能要求① 所内高圧系統 設計方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
2． 基本方針
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.1.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.1.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
動力用変圧器を通して降圧し，非常用の所内低圧
系統（パワーセンタ及びモータコントロールセン
タで構成）へ給電する設計とすることを説明す
る。

－ － － － －

22

常用及び運転予備用の所内高圧系統は，主母線として，常用主母線及び運
転予備用主母線で構成し，母線として，常用母線及び運転予備用母線で構
成し，給電する設計とする。それぞれの母線から動力変圧器を通して降圧
し，常用及び運転予備用の所内低圧系統（パワーセンタ及びモータコント
ロールセンタで構成）へ給電する設計とする。

機能要求①
所内高圧系統
ディーゼル発電機

設計方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
2． 基本方針
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.1.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.1.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
常用及び運転予備用の所内高圧系統は，主母線と
して，常用主母線及び運転予備用主母線で構成
し，母線として，常用母線及び運転予備用母線で
構成し，給電する設計とする。それぞれの母線か
ら動力変圧器を通して降圧し，常用及び運転予備
用の所内低圧系統（パワーセンタ及びモータコン
トロールセンタで構成）へ給電する設計とするこ
とを説明する。

－ － － － －

23
所内高圧系統の一部は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用す
る設計とする。

機能要求① 所内高圧系統 基本方針

Ⅵ−１−１−４
安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重
⼤事故等対処設備が使⽤される条件の下における
健全性に関する説明書
3.2 悪影響防止
3.2.1　安全機能を有する施設及び安全上重要な
施設

【3.2 悪影響防止　3.2.1　安全機能を有する施
設及び安全上重要な施設】
所内高圧系統の一部は，廃棄物管理施設及びＭＯ
Ｘ燃料加工施設と共用する設計とすることを説明
する。

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第29条 保安電源設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

18
受電変圧器は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する設計と
する。

機能要求① 変圧器 基本方針

19

受電変圧器は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設との共用によって
安全機能を有する施設への電力の供給が停止することがないよう，MOX 燃
料加工施設及び廃棄物管理施設への給電を考慮しても十分な容量を有する
ことから，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求① 変圧器 基本方針

20

7.1.1.3所内高圧系統
非常用の所内高圧系統（メタルクラッド開閉装置で構成）は，高圧主母線
及び高圧母線で構成し，多重性を持たせた２系統の母線で安全上重要な負
荷等に給電する設計とする。

機能要求① 所内高圧系統 設計方針

21
また，動力用変圧器を通して降圧し，非常用の所内低圧系統（パワーセン
タ及びモータコントロールセンタで構成）へ給電する設計とする。

機能要求① 所内高圧系統 設計方針

22

常用及び運転予備用の所内高圧系統は，主母線として，常用主母線及び運
転予備用主母線で構成し，母線として，常用母線及び運転予備用母線で構
成し，給電する設計とする。それぞれの母線から動力変圧器を通して降圧
し，常用及び運転予備用の所内低圧系統（パワーセンタ及びモータコント
ロールセンタで構成）へ給電する設計とする。

機能要求①
所内高圧系統
ディーゼル発電機

設計方針

23
所内高圧系統の一部は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用す
る設計とする。

機能要求① 所内高圧系統 基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 変圧器 － 変圧器 － －

Ⅵ−１−１−４
安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重
⼤事故等対処設備が使⽤される条件の下における
健全性に関する説明書
3.2 悪影響防止
3.2.1　安全機能を有する施設及び安全上重要な
施設

【3.2 悪影響防止　3.2.1　安全機能を有する施
設及び安全上重要な施設】
変圧器は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施
設と共用する設計とすることを説明する。

〇 変圧器 － 変圧器 － －

Ⅵ−１−１−４
安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重
⼤事故等対処設備が使⽤される条件の下における
健全性に関する説明書
3.2 悪影響防止
3.2.1　安全機能を有する施設及び安全上重要な
施設

【3.2 悪影響防止　3.2.1　安全機能を有する施
設及び安全上重要な施設】
再処理施設の電気設備はMOX 燃料加工施設及び廃
棄物管理施設との共用によって安全機能を有する
施設への電力の供給が停止することがないよう，
MOX 燃料加工施設及び廃棄物管理施設への給電を
考慮しても十分な容量を確保することにより，共
用によって再処理施設の安全性を損なわない設計
とすることを説明する。

△ 所内高圧系統 所内高圧系統 － － －

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
2． 基本方針
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.1.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.1.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
非常用の所内高圧系統（メタルクラッド開閉装置
で構成）は，高圧主母線及び高圧母線で構成し，
多重性を持たせた２系統の母線で安全上重要な負
荷等に給電する設計とすることを説明する。

△ 所内高圧系統 所内高圧系統 － － －

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
2． 基本方針
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.1.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.1.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
動力用変圧器を通して降圧し，非常用の所内低圧
系統（パワーセンタ及びモータコントロールセン
タで構成）へ給電する設計とすることを説明す
る。

△
ディーゼル発電機
所内高圧系統

所内高圧系統
ディーゼル発電機
所内高圧系統

－ －

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
2． 基本方針
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.1.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.1.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
常用及び運転予備用の所内高圧系統は，主母線と
して，常用主母線及び運転予備用主母線で構成
し，母線として，常用母線及び運転予備用母線で
構成し，給電する設計とする。それぞれの母線か
ら動力変圧器を通して降圧し，常用及び運転予備
用の所内低圧系統（パワーセンタ及びモータコン
トロールセンタで構成）へ給電する設計とするこ
とを説明する。

〇 所内高圧系統 所内高圧系統 所内高圧系統 － －

Ⅵ−１−１−４
安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重
⼤事故等対処設備が使⽤される条件の下における
健全性に関する説明書
3.2 悪影響防止
3.2.1　安全機能を有する施設及び安全上重要な
施設

【3.2 悪影響防止　3.2.1　安全機能を有する施
設及び安全上重要な施設】
所内高圧系統の一部は，廃棄物管理施設及びＭＯ
Ｘ燃料加工施設と共用する設計とすることを説明
する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第29条 保安電源設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

24

所内高圧系統の一部は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設との共用
によって安全機能を有する施設への電力の供給が停止することがないよ
う，機器の損壊，故障その他の異常を検知した場合，常用主母線又は運転
予備用主母線の遮断器により故障箇所を隔離し，故障による影響を局所化
し，他の安全機能への影響を限定することから，共用によって再処理施設
の安全性を損なわない設計とする。

機能要求① 所内高圧系統 基本方針

Ⅵ−１−１−４
安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重
⼤事故等対処設備が使⽤される条件の下における
健全性に関する説明書
3.2 悪影響防止
3.2.1　安全機能を有する施設及び安全上重要な
施設

【3.2 悪影響防止　3.2.1　安全機能を有する施
設及び安全上重要な施設】
再処理施設は廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工
施設との共用によって安全機能を有する施設への
電力の供給が停止することがないよう，機器の損
壊，故障その他の異常を検知した場合，常用主母
線又は運転予備用主母線の遮断器により故障箇所
を隔離し，故障による影響を局所化し，他の安全
機能への影響を限定することから，共用によって
再処理施設の安全性を損なわない設計とすること
を説明する。

－ － － － －

25

また，所内高圧系統のうち廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用
する所内高圧系統は，共用する負荷が接続されているが，共用する負荷を
新たに追加するものではないため必要となる容量が増加するものではない
ことから，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求① 所内高圧系統 基本方針

Ⅵ−１−１−４
安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重
⼤事故等対処設備が使⽤される条件の下における
健全性に関する説明書
3.2 悪影響防止
3.2.1　安全機能を有する施設及び安全上重要な
施設

【3.2 悪影響防止　3.2.1　安全機能を有する施
設及び安全上重要な施設】
所内高圧系統のうち廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃
料加工施設と共用する所内高圧系統は，共用する
負荷が接続されているが，共用する負荷を新たに
追加するものではないため必要となる容量が増加
するものではないことから，共用によって再処理
施設の安全性を損なわない設計とすることを説明
する。

－ － － － －

26
7.1.1.4 所内低圧系統
非常用の所内低圧系統は，低圧母線で構成し，多重性を持たせた２系統の
母線で安全上重要な負荷等に給電する設計とする。

機能要求① 所内低圧系統 設計方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
2． 基本方針
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.1.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.1.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
非常用の所内低圧系統は，低圧母線で構成し，多
重性を持たせた２系統の母線で安全上重要な負荷
等に給電する設計とすることを説明する。

－ － － － －

27
常用及び運転予備用の所内低圧系統は，低圧母線で構成し，安全機能を有
する負荷等に給電する設計とする。

機能要求① 所内低圧系統 設計方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
2． 基本方針
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.1.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.1.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
運転予備用及び常用の所内低圧系統は，低圧母線
で構成し，安全機能を有する負荷等に給電する設
計とすることを説明する。

－ － － － －

28
所内低圧系統の一部は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用す
る設計とする。

機能要求① 所内低圧系統 基本方針

Ⅵ−１−１−４
安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重
⼤事故等対処設備が使⽤される条件の下における
健全性に関する説明書
3.2 悪影響防止
3.2.1　安全機能を有する施設及び安全上重要な
施設

【3.2 悪影響防止　3.2.1　安全機能を有する施
設及び安全上重要な施設】
所内低圧系統の一部は，廃棄物管理施設及びＭＯ
Ｘ燃料加工施設と共用する設計とすることを説明
する。

－ － － － －

29

所内低圧系統のうち廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する所
内低圧系統は，共用する負荷が接続されているが，共用する負荷を新たに
追加するものではないため必要となる容量が増加するものではないことか
ら，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求① 所内低圧系統 基本方針

Ⅵ−１−１−４
安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重
⼤事故等対処設備が使⽤される条件の下における
健全性に関する説明書
3.2 悪影響防止
3.2.1　安全機能を有する施設及び安全上重要な
施設

【3.2 悪影響防止　3.2.1　安全機能を有する施
設及び安全上重要な施設】
所内低圧系統のうち他施設と共用する所内低圧系
統は，給電先が共用する負荷であり，必要となる
電力及び燃料が増加するものではないことから，
共用によって再処理施設の安全性を損なわない設
計とすることを説明する。

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第29条 保安電源設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

24

所内高圧系統の一部は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設との共用
によって安全機能を有する施設への電力の供給が停止することがないよ
う，機器の損壊，故障その他の異常を検知した場合，常用主母線又は運転
予備用主母線の遮断器により故障箇所を隔離し，故障による影響を局所化
し，他の安全機能への影響を限定することから，共用によって再処理施設
の安全性を損なわない設計とする。

機能要求① 所内高圧系統 基本方針

25

また，所内高圧系統のうち廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用
する所内高圧系統は，共用する負荷が接続されているが，共用する負荷を
新たに追加するものではないため必要となる容量が増加するものではない
ことから，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求① 所内高圧系統 基本方針

26
7.1.1.4 所内低圧系統
非常用の所内低圧系統は，低圧母線で構成し，多重性を持たせた２系統の
母線で安全上重要な負荷等に給電する設計とする。

機能要求① 所内低圧系統 設計方針

27
常用及び運転予備用の所内低圧系統は，低圧母線で構成し，安全機能を有
する負荷等に給電する設計とする。

機能要求① 所内低圧系統 設計方針

28
所内低圧系統の一部は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用す
る設計とする。

機能要求① 所内低圧系統 基本方針

29

所内低圧系統のうち廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する所
内低圧系統は，共用する負荷が接続されているが，共用する負荷を新たに
追加するものではないため必要となる容量が増加するものではないことか
ら，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求① 所内低圧系統 基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 所内高圧系統 所内高圧系統 所内高圧系統 － －

Ⅵ−１−１−４
安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重
⼤事故等対処設備が使⽤される条件の下における
健全性に関する説明書
3.2 悪影響防止
3.2.1　安全機能を有する施設及び安全上重要な
施設

【3.2 悪影響防止　3.2.1　安全機能を有する施
設及び安全上重要な施設】
再処理施設は廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工
施設との共用によって安全機能を有する施設への
電力の供給が停止することがないよう，機器の損
壊，故障その他の異常を検知した場合，常用主母
線又は運転予備用主母線の遮断器により故障箇所
を隔離し，故障による影響を局所化し，他の安全
機能への影響を限定することから，共用によって
再処理施設の安全性を損なわない設計とすること
を説明する。

〇 所内高圧系統 所内高圧系統 － － －

Ⅵ−１−１−４
安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重
⼤事故等対処設備が使⽤される条件の下における
健全性に関する説明書
3.2 悪影響防止
3.2.1　安全機能を有する施設及び安全上重要な
施設

【3.2 悪影響防止　3.2.1　安全機能を有する施
設及び安全上重要な施設】
所内高圧系統のうち廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃
料加工施設と共用する所内高圧系統は，共用する
負荷が接続されているが，共用する負荷を新たに
追加するものではないため必要となる容量が増加
するものではないことから，共用によって再処理
施設の安全性を損なわない設計とすることを説明
する。

△ 所内低圧系統 所内低圧系統 所内低圧系統 － －

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
2． 基本方針
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.1.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.1.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
非常用の所内低圧系統は，低圧母線で構成し，多
重性を持たせた２系統の母線で安全上重要な負荷
等に給電する設計とすることを説明する。

△ 所内低圧系統 所内低圧系統 所内低圧系統 － －

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
2． 基本方針
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.1.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.1.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
運転予備用及び常用の所内低圧系統は，低圧母線
で構成し，安全機能を有する負荷等に給電する設
計とすることを説明する。

〇 所内低圧系統 所内低圧系統 所内高圧系統 － －

Ⅵ−１−１−４
安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重
⼤事故等対処設備が使⽤される条件の下における
健全性に関する説明書
3.2 悪影響防止
3.2.1　安全機能を有する施設及び安全上重要な
施設

【3.2 悪影響防止　3.2.1　安全機能を有する施
設及び安全上重要な施設】
所内低圧系統の一部は，廃棄物管理施設及びＭＯ
Ｘ燃料加工施設と共用する設計とすることを説明
する。

〇 所内低圧系統 所内低圧系統 所内高圧系統 － －

Ⅵ−１−１−４
安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重
⼤事故等対処設備が使⽤される条件の下における
健全性に関する説明書
3.2 悪影響防止
3.2.1　安全機能を有する施設及び安全上重要な
施設

【3.2 悪影響防止　3.2.1　安全機能を有する施
設及び安全上重要な施設】
所内低圧系統のうち他施設と共用する所内低圧系
統は，給電先が共用する負荷であり，必要となる
電力及び燃料が増加するものではないことから，
共用によって再処理施設の安全性を損なわない設
計とすることを説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

30

7.1.1.1.5ディーゼル発電機
非常用ディーゼル発電機として，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に第１非常
用ディーゼル発電機を，非常用電源建屋に第２非常用ディーゼル発電機を
設置する設計とする。

設置要求 ディーゼル発電機 設計方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-1　非常用発電装置の出力の決定に関す
る説明書
3. 施設の詳細設計方針
3.1 非常用ディーゼル発電機
3.1.1　内燃機関
3.1.2　発電機

Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
3.1 非常用ディーゼル発電機
3.1.1　内燃機関
3.1.2　発電機

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
非常用ディーゼル発電機として，使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋に第１非常用ディーゼル発電機を，
非常用電源建屋に第２非常用ディーゼル発電機を
設置する設計とすることを説明する。

－ － － － －

31
また，ユーティリティ建屋に運転予備用ディーゼル発電機を，第２ユー
ティリティ建屋に第２運転予備用ディーゼル発電機を設置する設計とす
る。

機能要求① ディーゼル発電機 設計方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
ユーティリティ建屋に運転予備ディーゼル発電機
を，第２ユーティリティ建屋に第２運転予備用
ディーゼル発電機を設置する設計とすることを説
明する。

－ － － － －

32
外部電源が完全に喪失した場合でも，第１非常用ディーゼル発電機で使用
済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の安全を確保するための負荷に対し
て給電可能な設計とする。

機能要求① ディーゼル発電機 設計方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-1　非常用発電装置の出力の決定に関す
る説明書
3. 施設の詳細設計方針
3.1 非常用ディーゼル発電機
3.1.1　内燃機関
3.1.2　発電機

非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
3.1 非常用ディーゼル発電機
3.1.1　内燃機関
3.1.2　発電機
外部電源が完全に喪失した場合でも，第１非常用
ディーゼル発電機１台で使用済燃料の受入れ及び
貯蔵に必要な施設の安全を確保するための負荷に
対して給電可能な設計とすることを説明する。

－ － － － －

33
また，第２非常用ディーゼル発電機で再処理施設（使用済燃料の受入れ及
び貯蔵に必要な施設を除く。）の安全を確保するための負荷に対して給電
可能な設計とする。

機能要求① ディーゼル発電機 設計方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-1　非常用発電装置の出力の決定に関す
る説明書
3. 施設の詳細設計方針
3.1 非常用ディーゼル発電機
3.1.1　内燃機関
3.1.2　発電機

非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
3.1 非常用ディーゼル発電機
3.1.1　内燃機関
3.1.2　発電機
第２非常用ディーゼル発電機１台で再処理施設
（使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設を除
く。）の安全を確保するための負荷に対して給電
可能な設計とすることを説明する。

－ － － － －

34
なお，運転予備用ディーゼル発電機からユーティリティ建屋の運転予備用
主母線，第２運転予備用ディーゼル発電機から第２ユーティリティ建屋の
運転予備用主母線に給電できる設計とする。

機能要求① ディーゼル発電機 設計方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

Ⅵ-1-5-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-5-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
ユーティリティ建屋に運転予備ディーゼル発電機
を，第２ユーティリティ建屋に第２運転予備用
ディーゼル発電機を設置する設計とすることを説
明する。

－ － － － －

35

非常用ディーゼル発電機は,非常用所内電源系統低電圧信号で起動し，設
計基準事故における安全上重要な施設の設備の作動開始時間を満足する時
間である15秒以内に電圧を確立した後は，各非常用主母線に接続し，負荷
に給電する設計とする。

機能要求① ディーゼル発電機 設計方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-1　非常用発電装置の出力の決定に関す
る説明書
3. 施設の詳細設計方針
3.1 非常用ディーゼル発電機
3.1.1　内燃機関
3.1.2　発電機

非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
3.1 非常用ディーゼル発電機
3.1.1　内燃機関
3.1.2　発電機
非常用ディーゼル発電機は,非常用所内電源系統
低電圧信号で起動し，設計基準事故における安全
上重要な施設の設備の作動開始時間を満足する時
間である15秒以内に電圧を確立した後は，各非常
用主母線に接続し，負荷に給電する設計とするこ
とを説明する。

－ － － － －
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別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

30

7.1.1.1.5ディーゼル発電機
非常用ディーゼル発電機として，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に第１非常
用ディーゼル発電機を，非常用電源建屋に第２非常用ディーゼル発電機を
設置する設計とする。

設置要求 ディーゼル発電機 設計方針

31
また，ユーティリティ建屋に運転予備用ディーゼル発電機を，第２ユー
ティリティ建屋に第２運転予備用ディーゼル発電機を設置する設計とす
る。

機能要求① ディーゼル発電機 設計方針

32
外部電源が完全に喪失した場合でも，第１非常用ディーゼル発電機で使用
済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の安全を確保するための負荷に対し
て給電可能な設計とする。

機能要求① ディーゼル発電機 設計方針

33
また，第２非常用ディーゼル発電機で再処理施設（使用済燃料の受入れ及
び貯蔵に必要な施設を除く。）の安全を確保するための負荷に対して給電
可能な設計とする。

機能要求① ディーゼル発電機 設計方針

34
なお，運転予備用ディーゼル発電機からユーティリティ建屋の運転予備用
主母線，第２運転予備用ディーゼル発電機から第２ユーティリティ建屋の
運転予備用主母線に給電できる設計とする。

機能要求① ディーゼル発電機 設計方針

35

非常用ディーゼル発電機は,非常用所内電源系統低電圧信号で起動し，設
計基準事故における安全上重要な施設の設備の作動開始時間を満足する時
間である15秒以内に電圧を確立した後は，各非常用主母線に接続し，負荷
に給電する設計とする。

機能要求① ディーゼル発電機 設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△

ディーゼル発電機
　ディーゼル機関
　同期発電機
　重油タンク
　燃料デイタンク
　燃料移送ポンプ
　空気だめ
　空気だめ安全弁
　主配管（燃料油系）
　主配管（冷却水系）
　主配管（起動空気系）

ディーゼル発電機
　ディーゼル機関
　同期発電機
　燃料油貯蔵タンク
　燃料油サービスタンク
　燃料油移送ポンプ
　空気だめ
　空気だめ安全弁
　主配管（燃料油系）
　主配管（冷却水系）
　主配管（起動空気系）

－ － －

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-1　非常用発電装置の出力の決定に関す
る説明書
3. 施設の詳細設計方針
3.1 非常用ディーゼル発電機
3.1.1　内燃機関
3.1.2　発電機

Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
3.1 非常用ディーゼル発電機
3.1.1　内燃機関
3.1.2　発電機

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
非常用ディーゼル発電機として，使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋に第１非常用ディーゼル発電機を，
非常用電源建屋に第２非常用ディーゼル発電機を
設置する設計とすることを説明する。

△ ディーゼル発電機 － ディーゼル発電機 － －

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
ユーティリティ建屋に運転予備ディーゼル発電機
を，第２ユーティリティ建屋に第２運転予備用
ディーゼル発電機を設置する設計とすることを説
明する。

△

ディーゼル発電機
　ディーゼル機関
　同期発電機
　重油タンク
　燃料デイタンク
　燃料移送ポンプ
　空気だめ
　空気だめ安全弁
　主配管（燃料油系）
　主配管（冷却水系）
　主配管（起動空気系）

－ － － －

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-1　非常用発電装置の出力の決定に関す
る説明書
3. 施設の詳細設計方針
3.1 非常用ディーゼル発電機
3.1.1　内燃機関
3.1.2　発電機

非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
3.1 非常用ディーゼル発電機
3.1.1　内燃機関
3.1.2　発電機
外部電源が完全に喪失した場合でも，第１非常用
ディーゼル発電機１台で使用済燃料の受入れ及び
貯蔵に必要な施設の安全を確保するための負荷に
対して給電可能な設計とすることを説明する。

△ －

ディーゼル発電機
　ディーゼル機関
　同期発電機
　燃料油貯蔵タンク
　燃料油サービスタンク
　燃料油移送ポンプ
　空気だめ
　空気だめ安全弁
　主配管（燃料油系）
　主配管（冷却水系）
　主配管（起動空気系）

－ － －

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-1　非常用発電装置の出力の決定に関す
る説明書
3. 施設の詳細設計方針
3.1 非常用ディーゼル発電機
3.1.1　内燃機関
3.1.2　発電機

非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
3.1 非常用ディーゼル発電機
3.1.1　内燃機関
3.1.2　発電機
第２非常用ディーゼル発電機１台で再処理施設
（使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設を除
く。）の安全を確保するための負荷に対して給電
可能な設計とすることを説明する。

△ ディーゼル発電機 － ディーゼル発電機 － －

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

Ⅵ-1-5-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-5-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
ユーティリティ建屋に運転予備ディーゼル発電機
を，第２ユーティリティ建屋に第２運転予備用
ディーゼル発電機を設置する設計とすることを説
明する。

〇

ディーゼル発電機
　ディーゼル機関
　同期発電機
　重油タンク
　燃料デイタンク
　燃料移送ポンプ
　空気だめ
　空気だめ安全弁
　主配管（燃料油系）
　主配管（冷却水系）
　主配管（起動空気系）

ディーゼル発電機
　ディーゼル機関
　同期発電機
　燃料油貯蔵タンク
　燃料油サービスタンク
　燃料油移送ポンプ
　空気だめ
　空気だめ安全弁
　主配管（燃料油系）
　主配管（冷却水系）
　主配管（起動空気系）

－ － －

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-1　非常用発電装置の出力の決定に関す
る説明書
3. 施設の詳細設計方針
3.1 非常用ディーゼル発電機
3.1.1　内燃機関
3.1.2　発電機

非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
3.1 非常用ディーゼル発電機
3.1.1　内燃機関
3.1.2　発電機
非常用ディーゼル発電機は,非常用所内電源系統
低電圧信号で起動し，設計基準事故における安全
上重要な施設の設備の作動開始時間を満足する時
間である15秒以内に電圧を確立した後は，各非常
用主母線に接続し，負荷に給電する設計とするこ
とを説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第29条 保安電源設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

36
燃料貯蔵設備として，第１非常用ディーゼル発電機用に重油タンクを，第
２非常用ディーゼル発電機用に燃料油貯蔵タンクを設置する設計とする。

設置要求 ディーゼル発電機 基本方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-1　非常用発電装置の出力の決定に関す
る説明書
3. 施設の詳細設計方針
3.1 非常用ディーゼル発電機
3.1.1　内燃機関
3.1.2　発電機

非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
3.1 非常用ディーゼル発電機
3.1.1　内燃機関
3.1.2　発電機
燃料貯蔵設備として，第１非常用ディーゼル発電
機用に重油タンクを，第２非常用ディーゼル発電
機用に燃料油貯蔵タンクを設置する設計とするこ
とを説明する。

－ － － － －

37

重油タンク及び燃料油貯蔵タンクは，７日間の外部電源喪失を仮定して
も，設計基準事故に対処するために必要な第１非常用ディーゼル発電機及
び第２非常用ディーゼル発電機をそれぞれ７日間運転することにより必要
とする電力を供給できる容量以上の燃料を事業所内に貯蔵する設計とす
る。

設置要求 ディーゼル発電機 基本方針
Ⅵ-1-1-3
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書
Ⅵ-1-1-3-7-1　電気設備

【Ⅵ-1-1-3-7-1　電気設備】
燃料貯蔵設備の容量について説明する

－ － － － －

38
ディーゼル発電機の一部は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共
用する設計とする。

機能要求① ディーゼル発電機 基本方針

Ⅵ−１−１−４
安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重
⼤事故等対処設備が使⽤される条件の下における
健全性に関する説明書
3.2 悪影響防止
3.2.1　安全機能を有する施設及び安全上重要な
施設

【3.2 悪影響防止　3.2.1　安全機能を有する施
設及び安全上重要な施設】
ディーゼル発電機の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設
と共用する設計とすることを説明する。

－ － － － －

39

ディーゼル発電機のうちＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１非常用ディー
ゼル発電機及びその燃料を供給する重油タンクは，共用する負荷が接続さ
れているが，共用する負荷を新たに追加するものではないため必要となる
容量が増加するものではないことから，共用によって再処理施設の安全性
を損なわない設計とする。

機能要求① ディーゼル発電機 基本方針

Ⅵ−１−１−４
安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重
⼤事故等対処設備が使⽤される条件の下における
健全性に関する説明書
3.2 悪影響防止
3.2.1　安全機能を有する施設及び安全上重要な
施設

【3.2 悪影響防止　3.2.1　安全機能を有する施
設及び安全上重要な施設】
ディーゼル発電機のうちＭＯＸ燃料加工施設と共
用する第１非常用ディーゼル発電機及びその燃料
を供給する重油タンクは，共用する負荷が接続さ
れているが，共用する負荷を新たに追加するもの
ではないため必要となる容量が増加するものでは
ないことから，共用によって再処理施設の安全性
を損なわない設計とすることを説明する。

－ － － － －

40

ディーゼル発電機のうちＭＯＸ燃料加工施設と共用する第２運転予備用
ディーゼル発電機及びその燃料を供給する燃料貯蔵設備は，ＭＯＸ燃料加
工施設との共用によって安全機能を有する施設への電力の供給が停止する
ことがないよう，ＭＯＸ燃料加工施設への給電を考慮しても十分な容量を
有することから，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とす
る。

機能要求① ディーゼル発電機 基本方針

Ⅵ−１−１−４
安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重
⼤事故等対処設備が使⽤される条件の下における
健全性に関する説明書
3.2 悪影響防止
3.2.1　安全機能を有する施設及び安全上重要な
施設

【3.2 悪影響防止　3.2.1　安全機能を有する施
設及び安全上重要な施設】
ディーゼル発電機のうちＭＯＸ燃料加工施設と共
用する第２運転予備用ディーゼル発電機及びその
燃料を供給する燃料貯蔵設備は，ＭＯＸ燃料加工
施設との共用によって安全機能を有する施設への
電力の供給が停止することがないよう，ＭＯＸ燃
料加工施設への給電を考慮しても十分な容量を有
することから，共用によって再処理施設の安全性
を損なわない設計とする。ことを説明する。

－ － － － －

41

ディーゼル発電機のうち廃棄物管理施設と共用する運転予備用ディーゼル
発電機及びその燃料を供給する燃料貯蔵設備は，共用する負荷が接続され
ているが，共用する負荷を新たに追加するものではないため必要となる容
量が増加するものではないことから，共用によって再処理施設の安全性を
損なわない設計とする。

機能要求① ディーゼル発電機 基本方針

Ⅵ−１−１−４
安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重
⼤事故等対処設備が使⽤される条件の下における
健全性に関する説明書
3.2 悪影響防止
3.2.1　安全機能を有する施設及び安全上重要な
施設

【3.2 悪影響防止　3.2.1　安全機能を有する施
設及び安全上重要な施設】
ディーゼル発電機のうち廃棄物管理施設と共用す
る運転予備用ディーゼル発電機及びその燃料を供
給する燃料貯蔵設備は，共用する負荷が接続され
ているが，共用する負荷を新たに追加するもので
はないため必要となる容量が増加するものではな
いことから，共用によって再処理施設の安全性を
損なわない設計とする。ことを説明する。

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第29条 保安電源設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

36
燃料貯蔵設備として，第１非常用ディーゼル発電機用に重油タンクを，第
２非常用ディーゼル発電機用に燃料油貯蔵タンクを設置する設計とする。

設置要求 ディーゼル発電機 基本方針

37

重油タンク及び燃料油貯蔵タンクは，７日間の外部電源喪失を仮定して
も，設計基準事故に対処するために必要な第１非常用ディーゼル発電機及
び第２非常用ディーゼル発電機をそれぞれ７日間運転することにより必要
とする電力を供給できる容量以上の燃料を事業所内に貯蔵する設計とす
る。

設置要求 ディーゼル発電機 基本方針

38
ディーゼル発電機の一部は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共
用する設計とする。

機能要求① ディーゼル発電機 基本方針

39

ディーゼル発電機のうちＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１非常用ディー
ゼル発電機及びその燃料を供給する重油タンクは，共用する負荷が接続さ
れているが，共用する負荷を新たに追加するものではないため必要となる
容量が増加するものではないことから，共用によって再処理施設の安全性
を損なわない設計とする。

機能要求① ディーゼル発電機 基本方針

40

ディーゼル発電機のうちＭＯＸ燃料加工施設と共用する第２運転予備用
ディーゼル発電機及びその燃料を供給する燃料貯蔵設備は，ＭＯＸ燃料加
工施設との共用によって安全機能を有する施設への電力の供給が停止する
ことがないよう，ＭＯＸ燃料加工施設への給電を考慮しても十分な容量を
有することから，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とす
る。

機能要求① ディーゼル発電機 基本方針

41

ディーゼル発電機のうち廃棄物管理施設と共用する運転予備用ディーゼル
発電機及びその燃料を供給する燃料貯蔵設備は，共用する負荷が接続され
ているが，共用する負荷を新たに追加するものではないため必要となる容
量が増加するものではないことから，共用によって再処理施設の安全性を
損なわない設計とする。

機能要求① ディーゼル発電機 基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△

ディーゼル発電機
　重油タンク
　燃料デイタンク
　燃料移送ポンプ
　主配管（燃料油系）

ディーゼル発電機
　燃料油貯蔵タンク
　燃料油サービスタンク
　燃料油移送ポンプ
　主配管（燃料油系）

－ － －

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-1　非常用発電装置の出力の決定に関す
る説明書
3. 施設の詳細設計方針
3.1 非常用ディーゼル発電機
3.1.1　内燃機関
3.1.2　発電機

非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
3.1 非常用ディーゼル発電機
3.1.1　内燃機関
3.1.2　発電機
燃料貯蔵設備として，第１非常用ディーゼル発電
機用に重油タンクを，第２非常用ディーゼル発電
機用に燃料油貯蔵タンクを設置する設計とするこ
とを説明する。

〇

ディーゼル発電機
　重油タンク
　燃料デイタンク
　燃料移送ポンプ
　主配管（燃料油系）

ディーゼル発電機
　燃料油貯蔵タンク
　燃料油サービスタンク
　燃料油移送ポンプ
　主配管（燃料油系）

－ － －
Ⅵ-1-1-3
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書
Ⅵ-1-1-3-7-1　電気設備

【Ⅵ-1-1-3-7-1　電気設備】
燃料貯蔵設備の容量について説明する

〇 ディーゼル発電機 － ディーゼル発電機 － －

Ⅵ−１−１−４
安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重
⼤事故等対処設備が使⽤される条件の下における
健全性に関する説明書
3.2 悪影響防止
3.2.1　安全機能を有する施設及び安全上重要な
施設

【3.2 悪影響防止　3.2.1　安全機能を有する施
設及び安全上重要な施設】
ディーゼル発電機の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設
と共用する設計とすることを説明する。

〇 ディーゼル発電機 － － － －

Ⅵ−１−１−４
安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重
⼤事故等対処設備が使⽤される条件の下における
健全性に関する説明書
3.2 悪影響防止
3.2.1　安全機能を有する施設及び安全上重要な
施設

【3.2 悪影響防止　3.2.1　安全機能を有する施
設及び安全上重要な施設】
ディーゼル発電機のうちＭＯＸ燃料加工施設と共
用する第１非常用ディーゼル発電機及びその燃料
を供給する重油タンクは，共用する負荷が接続さ
れているが，共用する負荷を新たに追加するもの
ではないため必要となる容量が増加するものでは
ないことから，共用によって再処理施設の安全性
を損なわない設計とすることを説明する。

〇 － － ディーゼル発電機 － －

Ⅵ−１−１−４
安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重
⼤事故等対処設備が使⽤される条件の下における
健全性に関する説明書
3.2 悪影響防止
3.2.1　安全機能を有する施設及び安全上重要な
施設

【3.2 悪影響防止　3.2.1　安全機能を有する施
設及び安全上重要な施設】
ディーゼル発電機のうちＭＯＸ燃料加工施設と共
用する第２運転予備用ディーゼル発電機及びその
燃料を供給する燃料貯蔵設備は，ＭＯＸ燃料加工
施設との共用によって安全機能を有する施設への
電力の供給が停止することがないよう，ＭＯＸ燃
料加工施設への給電を考慮しても十分な容量を有
することから，共用によって再処理施設の安全性
を損なわない設計とする。ことを説明する。

〇 － ディーゼル発電機 － － －

Ⅵ−１−１−４
安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重
⼤事故等対処設備が使⽤される条件の下における
健全性に関する説明書
3.2 悪影響防止
3.2.1　安全機能を有する施設及び安全上重要な
施設

【3.2 悪影響防止　3.2.1　安全機能を有する施
設及び安全上重要な施設】
ディーゼル発電機のうち廃棄物管理施設と共用す
る運転予備用ディーゼル発電機及びその燃料を供
給する燃料貯蔵設備は，共用する負荷が接続され
ているが，共用する負荷を新たに追加するもので
はないため必要となる容量が増加するものではな
いことから，共用によって再処理施設の安全性を
損なわない設計とする。ことを説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第29条 保安電源設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

42
7.1.1.6直流電源設備
再処理施設の安全性を確保するために特に必要な設備に対し，直流電源設
備を設置する設計とする。

設置要求 直流電源設備 基本方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
再処理施設の安全性を確保するために特に必要な
設備に対し，直流電源設備を設置する設計とする
ことを説明する。

－ － － － －

43
非常用蓄電池として，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に第１非常用蓄電池
を，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設以外の建屋で非常用電源を必要
とする建屋に第２非常用蓄電池を設置する設計とする。

設置要求 直流電源設備 基本方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
非常用蓄電池として，使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋に第１非常用蓄電池を，使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設以外の建屋で非常用電源を必要と
する建屋に第２非常用蓄電池を設置する設計とす
ることを説明する。

－ － － － －

44
非常用の直流電源設備は，安全上重要な負荷のうち，平常時及び異常時の
監視制御用に，常に電源を必要とする負荷に給電するための非常用所内電
源として，蓄電池及び充電器で構成し，給電する設計とする。

機能要求① 直流電源設備 設計方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
非常用の直流電源設備は，安全上重要な負荷のう
ち，平常時及び異常時の監視制御用に，常に電源
を必要とする負荷に給電するための非常用所内電
源として，蓄電池，充電器盤及び直流主分電盤で
構成し，給電する設計とすることを説明する。

－ － － － －

45
非常用の直流電源設備は，短時間の全交流動力電源の喪失に対して監視制
御機能を確保できる設計とする。

機能要求① 直流電源設備 設計方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
非常用の直流電源設備は，短時間の全交流動力電
源の喪失に対して監視制御機能を確保できる設計
とすることを説明する。

－ － － － －

46 常用の直流電源設備として，蓄電池及び充電器で構成する設計とする。 機能要求① 直流電源設備 設計方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
常用の直流電源設備として，蓄電池，充電器盤及
び直流主分電盤で構成する設計とすることを説明
する。

－ － － － －

47
7.1.1.7計測制御用交流電源設備
　再処理施設の安全性を確保するために特に必要な設備に対し，非常用の
計測制御用交流電源設備を設置する設計とする。

設置要求 計測制御用交流電源設備 基本方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
再処理施設の安全性を確保するために特に必要な
設備に対し，非常用の計測制御用交流電源設備を
設置する設計とすることを説明する。

－ － － － －
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番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

42
7.1.1.6直流電源設備
再処理施設の安全性を確保するために特に必要な設備に対し，直流電源設
備を設置する設計とする。

設置要求 直流電源設備 基本方針

43
非常用蓄電池として，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に第１非常用蓄電池
を，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設以外の建屋で非常用電源を必要
とする建屋に第２非常用蓄電池を設置する設計とする。

設置要求 直流電源設備 基本方針

44
非常用の直流電源設備は，安全上重要な負荷のうち，平常時及び異常時の
監視制御用に，常に電源を必要とする負荷に給電するための非常用所内電
源として，蓄電池及び充電器で構成し，給電する設計とする。

機能要求① 直流電源設備 設計方針

45
非常用の直流電源設備は，短時間の全交流動力電源の喪失に対して監視制
御機能を確保できる設計とする。

機能要求① 直流電源設備 設計方針

46 常用の直流電源設備として，蓄電池及び充電器で構成する設計とする。 機能要求① 直流電源設備 設計方針

47
7.1.1.7計測制御用交流電源設備
　再処理施設の安全性を確保するために特に必要な設備に対し，非常用の
計測制御用交流電源設備を設置する設計とする。

設置要求 計測制御用交流電源設備 基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ 直流電源設備 直流電源設備 － － －

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
再処理施設の安全性を確保するために特に必要な
設備に対し，直流電源設備を設置する設計とする
ことを説明する。

△ 直流電源設備 直流電源設備 － － －

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
非常用蓄電池として，使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋に第１非常用蓄電池を，使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設以外の建屋で非常用電源を必要と
する建屋に第２非常用蓄電池を設置する設計とす
ることを説明する。

△ 直流電源設備 直流電源設備 － － －

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
非常用の直流電源設備は，安全上重要な負荷のう
ち，平常時及び異常時の監視制御用に，常に電源
を必要とする負荷に給電するための非常用所内電
源として，蓄電池，充電器盤及び直流主分電盤で
構成し，給電する設計とすることを説明する。

△ 直流電源設備 直流電源設備 － － －

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
非常用の直流電源設備は，短時間の全交流動力電
源の喪失に対して監視制御機能を確保できる設計
とすることを説明する。

△ 直流電源設備 直流電源設備 直流電源設備 － －

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
常用の直流電源設備として，蓄電池，充電器盤及
び直流主分電盤で構成する設計とすることを説明
する。

△ 計測制御用交流電源設備 計測制御用交流電源設備 － － －

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
再処理施設の安全性を確保するために特に必要な
設備に対し，非常用の計測制御用交流電源設備を
設置する設計とすることを説明する。

623



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第29条 保安電源設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

48

非常用の計測制御用交流電源設備は，安全上重要な負荷のうち，平常時及
び異常時の監視制御用に電源を必要とする負荷に給電するための非常用所
内電源として，無停電電源装置，非常用無停電交流母線及び計測交流電源
の計測母線で構成し，給電する設計とする。

機能要求① 計測制御用交流電源設備 設計方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
非常用の計測制御用交流電源設備は，安全上重要
な負荷のうち，平常時及び異常時の監視制御用
に，常に電源を必要とする負荷に給電するための
非常用所内電源として，無停電電源装置，非常用
無停電交流母線及び計測交流電源の計測母線で構
成し，監視制御機能の維持が必要な負荷へ給電す
る設計とすることを説明する。

－ － － － －

49
非常用の計測制御用交流電源設備は，短時間の全交流動力電源の喪失に対
して監視制御機能を確保できる設計とする。

機能要求① 計測制御用交流電源設備 設計方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
非常用の計測制御用交流電源設備は，短時間の全
交流動力電源の喪失に対して監視制御機能を確保
できる設計とすることを説明する。

－ － － － －

50

非常用の計測制御用交流電源設備は，外部電源喪失時に必要な電力の供給
が非常用ディーゼル発電機から開始されるまでの間においても，非常用直
流電源設備である蓄電池（非常用）から直流電源が供給されることによ
り，非常用無停電交流電源盤に対し電力供給を確保できる設計とする。

機能要求① 計測制御用交流電源設備 設計方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
非常用の計測制御用交流電源設備は，外部電源喪
失時に必要な電力の供給が非常用発電機から開始
されるまでの間においても，非常用直流電源設備
である蓄電池（非常用）から直流電源が供給され
ることにより，非常用無停電交流電源盤に対し電
力供給を確保できる設計とすることを説明する。

－ － － － －

51
常用の計測制御用交流電源設備として，無停電電源装置，無停電交流母線
及び計測交流電源の計測母線で構成し，給電する設計とする。

機能要求① 計測制御用交流電源設備 設計方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
常用の計測制御用交流電源設備として，無停電電
源装置の無停電交流母線及び計測交流電源盤の計
測母線で構成し，給電する設計とすることを説明
する。

－ － － － －

52

安全上重要な施設に関係する動力回路，制御回路及び計装回路のケーブル
は，その多重性及び独立性を確保するため，それぞれ相互に分離したケー
ブルトレイ及び電線管を使用して敷設し，相互に独立性を侵害することの
ない設計とする。

機能要求①

ディーゼル発電機
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備

設計方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
安全上重要な施設に関係する動力回路，制御回路
及び計装回路のケーブルは，その多重性及び独立
性を確保するため，それぞれ相互に分離したケー
ブルトレイ及び電線管を使用して敷設し，相互に
独立性を侵害することのない設計とすることを説
明する。

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第29条 保安電源設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

48

非常用の計測制御用交流電源設備は，安全上重要な負荷のうち，平常時及
び異常時の監視制御用に電源を必要とする負荷に給電するための非常用所
内電源として，無停電電源装置，非常用無停電交流母線及び計測交流電源
の計測母線で構成し，給電する設計とする。

機能要求① 計測制御用交流電源設備 設計方針

49
非常用の計測制御用交流電源設備は，短時間の全交流動力電源の喪失に対
して監視制御機能を確保できる設計とする。

機能要求① 計測制御用交流電源設備 設計方針

50

非常用の計測制御用交流電源設備は，外部電源喪失時に必要な電力の供給
が非常用ディーゼル発電機から開始されるまでの間においても，非常用直
流電源設備である蓄電池（非常用）から直流電源が供給されることによ
り，非常用無停電交流電源盤に対し電力供給を確保できる設計とする。

機能要求① 計測制御用交流電源設備 設計方針

51
常用の計測制御用交流電源設備として，無停電電源装置，無停電交流母線
及び計測交流電源の計測母線で構成し，給電する設計とする。

機能要求① 計測制御用交流電源設備 設計方針

52

安全上重要な施設に関係する動力回路，制御回路及び計装回路のケーブル
は，その多重性及び独立性を確保するため，それぞれ相互に分離したケー
ブルトレイ及び電線管を使用して敷設し，相互に独立性を侵害することの
ない設計とする。

機能要求①

ディーゼル発電機
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備

設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ 計測制御用交流電源設備 計測制御用交流電源設備 － － －

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
非常用の計測制御用交流電源設備は，安全上重要
な負荷のうち，平常時及び異常時の監視制御用
に，常に電源を必要とする負荷に給電するための
非常用所内電源として，無停電電源装置，非常用
無停電交流母線及び計測交流電源の計測母線で構
成し，監視制御機能の維持が必要な負荷へ給電す
る設計とすることを説明する。

△ 計測制御用交流電源設備 計測制御用交流電源設備 － － －

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
非常用の計測制御用交流電源設備は，短時間の全
交流動力電源の喪失に対して監視制御機能を確保
できる設計とすることを説明する。

△ 計測制御用交流電源設備 計測制御用交流電源設備 － － －

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
非常用の計測制御用交流電源設備は，外部電源喪
失時に必要な電力の供給が非常用発電機から開始
されるまでの間においても，非常用直流電源設備
である蓄電池（非常用）から直流電源が供給され
ることにより，非常用無停電交流電源盤に対し電
力供給を確保できる設計とすることを説明する。

△ 計測制御用交流電源設備 計測制御用交流電源設備 計測制御用交流電源設備 － －

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
常用の計測制御用交流電源設備として，無停電電
源装置の無停電交流母線及び計測交流電源盤の計
測母線で構成し，給電する設計とすることを説明
する。

△

ディーゼル発電機
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備

ディーゼル発電機
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備

－ － －

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
安全上重要な施設に関係する動力回路，制御回路
及び計装回路のケーブルは，その多重性及び独立
性を確保するため，それぞれ相互に分離したケー
ブルトレイ及び電線管を使用して敷設し，相互に
独立性を侵害することのない設計とすることを説
明する。

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目
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第30条・第50条：緊急時対策所 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第2章　個別項目
7. その他再処理設備の附属施設
7.3 その他の主要な事項
7.3.9 緊急時対策所

　緊急時対策所の設計に係る共通的な設計方針については，第１章　共通
項目の「２．地盤」，「３．自然現象等」，「５．火災等による損傷の防
止」，「６．再処理施設内における溢水による損傷の防止」，「７．再処
理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」及び「９．設備に
対する要求事項」に基づくものとする。

冒頭宣言 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2 緊急時対策所は，設計基準事故及び重大事故等を考慮した設計とする。 冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

3
　再処理施設には，設計基準事故が発生した場合に，適切な措置をとるた
め，緊急時対策所を制御室以外の場所に設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

4 緊急時対策所は緊急時対策建屋に収納する設計とする。 冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

5
  緊急時対策所は，必要な指示を行う対策本部室及び全社対策組織の要員
の活動場所とする全社対策室並びに待機室を有する設計とする。

設置要求 緊急時対策所 基本方針 ― ― ― ― ―

6
　緊急時対策建屋の主要構造は，地上1階(一部地上2階建て)，地下1階の
建物である。

機能要求② 緊急時対策建屋 基本方針 ― ― ― ― ―

7
　緊急時対策所は，有毒ガスが及ぼす影響により，設計基準事故及び重大
事故等の対処に必要な指示を行う要員の対処能力が著しく低下し，安全機
能を有する施設の安全機能が損なわれることがない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

8
　敷地内外の固定源に対しては，当該要員の吸気中の有毒ガス濃度が，有
毒ガス防護のための判断基準値を下回ることを評価により確認した。

評価要求 基本方針 評価 ― ― ― ― ―

9
　したがって，有毒ガスの発生を検出するための装置や自動的に警報する
ための装置を設置する必要はない。

冒頭宣言 基本方針 評価 ― ― ― ― ―

10

　敷地内外の可動源に対しては，「Ⅰ　Ⅰ-１　第１章　７. 化学薬品の
漏えいによる損傷の防止」に示した化学薬品の安全管理に係る手順に基づ
き，漏えい又は異臭等の異常を確認した者（立会人，公的機関から情報を
入手した者等）から連絡を受け有毒ガスの発生を認知した中央制御室の運
転員（統括当直長）が，緊急時対策所の設計基準事故及び重大事故等の対
処に必要な指示を行う要員（非常時対策組織本部の本部長）に連絡するこ
とで，緊急時対策所の設計基準事故及び重大事故等の対処に必要な指示を
行う要員が有毒ガスの発生を認知できるよう，通信連絡設備を設置する設
計とする。

設置要求 通信連絡設備 基本方針 ― ― ― ― ―

11

　緊急時対策建屋換気設備は，有毒ガスが及ぼす影響により，必要な指示
を行う要員の対処能力が著しく低下しないよう，緊急時対策建屋送風機，
緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダンパ及び監視制御盤を設置する設計と
する。

機能要求① 緊急時対策建屋換気設備
基本方針
設計方針（建屋換気設
備）

― ― ― ― ―

12

　緊急時対策建屋換気設備は，有毒ガスの発生時において，当該要員の対
処能力が損なわれるおそれがある場合には，再循環モードとして，緊急時
対策建屋換気設備の給気側及び排気側のダンパを閉止し，外気の取入れを
遮断し，緊急時対策建屋の空気を再循環できる設計とする。

機能要求① 緊急時対策建屋換気設備
基本方針
設計方針（建屋換気設
備）

― ― ― ― ―

13 上記評価を踏まえた対策等により，当該要員を防護できる設計とする。 評価要求 基本方針 評価 ― ― ― ― ―

14

  緊急時対策所は，異常等に対処するために必要な指示を行う要員等を収
容でき，必要な期間にわたり安全にとどまることができることを確認する
ため，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物
濃度計を設ける設計とする。

機能要求① 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
2.2 緊急時対策所の機能
(1) 居住性の確保に関する機能

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
2.1 基本方針

【緊急時対策所の機能】
【2.2 (1) 居住性の確保に関する機能】
・緊急時対策所の居住性の確保に関する基本方針
について説明する。
・緊急時対策所の構成，設計に関する基本方針に
ついて説明する。
・重大事故等に対処するため，緊急時対策所に必
要な人数を収容できる設計について説明する。
・非常時対策組織の要員の実効線量が、7日間で
100ｍSvを超えないよう、緊急時対策建屋の遮蔽
設備と緊急時対策建屋換気設備を設置することに
ついて説明する。
・緊急時対策建屋放射線計測設備及び緊急時対策
建屋環境測定設備を保管することについて説明す
る。

【2.1 基本方針】
・緊急時対策所の構成，設計に関する基本方針に
ついて説明する。
・緊急時対策所の居住性に関する基本方針につい
て説明する。

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
4.2 有毒ガス影響評価
4.2.1 有毒ガス対する防護措置
(1) 有毒ガスの発生の検出
(2) 通信連絡設備による伝達
(3) 換気設備の隔離及び防護具(防護マスク)の配
備
(4) 敷地内の化学物質の処理等の措置
(5) 予期せず発生する有毒ガスに関する対策
(6) その他の対策

4.2.2 評価方針
(1) 評価の概要
(2) 判断基準
(3) 想定事象
(4) 有毒ガスの放出経路

4.2.3 有毒ガス濃度評価
(1) 有毒ガスの放出の評価
(2) 大気拡散及び濃度の評価
(3) 評価条件
(4) 評価結果

4.2.4 有毒ガス影響評価
(1) 有毒ガスの放出の評価
(2) 大気拡散及び濃度の評価
(3) 評価条件
(4) 評価結果

【有毒ガス影響評価】
【4.2.1 (1) 有毒ガスの発生の検出】
・敷地内の可動源に対する有毒ガスの発生の検出
のための手順及び体制について説明する。
【4.2.1 (2) 通信連絡設備による伝達】
・敷地内の可動源からの有毒ガス防護に係る手順
及び体制について説明する。
【4.2.1 (3) 換気設備の隔離及び防護具(防護マ
スク)の配備】
・緊急時対策所の指示要員に対して，敷地内の可
動源からの有毒ガス防護に係る手順及び体制を整
備するとともに，防護具（防毒マスク）について
説明する。
【4.2.1 (4) 敷地内の化学物質の処理等の措置】
・敷地内で化学物質が漏えいし，有毒ガスの発生
による異常が発生した場合の処置について説明す
る。
【4.2.1 (5) 予期せず発生する有毒ガスに関する
対策】
・予期せず発生する有毒ガスに対する有毒ガス防
護に係る実施体制及び手順について説明する。
【4.2.1 (6) その他の対策】
・その他の対策について説明する。

【4.2.2 (1) 評価の概要】
・有毒ガス評価の概要について説明する。
【4.2.2 (2) 判断基準】
・有毒ガス防護判断基準値について説明する。
【4.2.2 (3) 想定事象】
・敷地内の固定源及び可動源からの有毒ガスの発
生に対しての想定事象について説明する。
【4.2.2 (4) 有毒ガスの放出経路】
・緊急時対策所の外気取入口と有毒ガス濃度評価
対象となる敷地内の固定源及び可動源との位置関
係について説明する。

【4.2.3 (1) 有毒ガスの放出の評価】
・敷地内の固定源及び可動源から発生する有毒ガ
スの放出の評価について説明する。
【4.2.3 (2) 大気拡散及び濃度の評価】
・評価点及び放出点の設定，評価点での濃度評価
及び指示要員の呼気中の濃度評価について説明す
る。
【4.2.3 (3) 評価条件】
・敷地内の固定源及び可動源から発生する有毒ガ
スの評価条件について説明する。
【4.2.3 (4) 評価結果】
・敷地内の固定源及び可動源から発生する有毒ガ
スの放出量、評価点における相対濃度及び緊急時
対策所の外気取入口における有毒ガスの濃度評価
について説明する。

【4.2.4 (1) 有毒ガスの放出の評価】
・対象発生源からの有毒ガスの放出の評価につい
て説明する。
【4.2.4 (2) 大気拡散及び濃度の評価】
・緊急時対策所における有毒ガス濃度評価ついて
説明する。
【4.2.4 (3) 評価条件】
・有毒ガスが緊急時対策所内に取り込まれること
を想定し，指示要員の呼気中の有毒ガス濃度評価
条件について説明する。
【4.2.4 (4) 評価結果】
・換気設備の隔離を考慮した場合の有毒ガス影響
評価結果及び防護具の着装を考慮した場合の有毒
ガス影響評価結果について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

1

第2章　個別項目
7. その他再処理設備の附属施設
7.3 その他の主要な事項
7.3.9 緊急時対策所

　緊急時対策所の設計に係る共通的な設計方針については，第１章　共通
項目の「２．地盤」，「３．自然現象等」，「５．火災等による損傷の防
止」，「６．再処理施設内における溢水による損傷の防止」，「７．再処
理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」及び「９．設備に
対する要求事項」に基づくものとする。

冒頭宣言

2 緊急時対策所は，設計基準事故及び重大事故等を考慮した設計とする。 冒頭宣言

3
　再処理施設には，設計基準事故が発生した場合に，適切な措置をとるた
め，緊急時対策所を制御室以外の場所に設置する設計とする。

冒頭宣言

4 緊急時対策所は緊急時対策建屋に収納する設計とする。 冒頭宣言

5
  緊急時対策所は，必要な指示を行う対策本部室及び全社対策組織の要員
の活動場所とする全社対策室並びに待機室を有する設計とする。

設置要求

6
　緊急時対策建屋の主要構造は，地上1階(一部地上2階建て)，地下1階の
建物である。

機能要求②

7
　緊急時対策所は，有毒ガスが及ぼす影響により，設計基準事故及び重大
事故等の対処に必要な指示を行う要員の対処能力が著しく低下し，安全機
能を有する施設の安全機能が損なわれることがない設計とする。

冒頭宣言

8
　敷地内外の固定源に対しては，当該要員の吸気中の有毒ガス濃度が，有
毒ガス防護のための判断基準値を下回ることを評価により確認した。

評価要求

9
　したがって，有毒ガスの発生を検出するための装置や自動的に警報する
ための装置を設置する必要はない。

冒頭宣言

10

　敷地内外の可動源に対しては，「Ⅰ　Ⅰ-１　第１章　７. 化学薬品の
漏えいによる損傷の防止」に示した化学薬品の安全管理に係る手順に基づ
き，漏えい又は異臭等の異常を確認した者（立会人，公的機関から情報を
入手した者等）から連絡を受け有毒ガスの発生を認知した中央制御室の運
転員（統括当直長）が，緊急時対策所の設計基準事故及び重大事故等の対
処に必要な指示を行う要員（非常時対策組織本部の本部長）に連絡するこ
とで，緊急時対策所の設計基準事故及び重大事故等の対処に必要な指示を
行う要員が有毒ガスの発生を認知できるよう，通信連絡設備を設置する設
計とする。

設置要求

11

　緊急時対策建屋換気設備は，有毒ガスが及ぼす影響により，必要な指示
を行う要員の対処能力が著しく低下しないよう，緊急時対策建屋送風機，
緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダンパ及び監視制御盤を設置する設計と
する。

機能要求①

12

　緊急時対策建屋換気設備は，有毒ガスの発生時において，当該要員の対
処能力が損なわれるおそれがある場合には，再循環モードとして，緊急時
対策建屋換気設備の給気側及び排気側のダンパを閉止し，外気の取入れを
遮断し，緊急時対策建屋の空気を再循環できる設計とする。

機能要求①

13 上記評価を踏まえた対策等により，当該要員を防護できる設計とする。 評価要求

14

  緊急時対策所は，異常等に対処するために必要な指示を行う要員等を収
容でき，必要な期間にわたり安全にとどまることができることを確認する
ため，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物
濃度計を設ける設計とする。

機能要求①

項目
番号

基本設計方針 要求種別
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

〇 ― 基本方針 ― ― ― ― ―

〇 ― 基本方針 ― ― ―

〇 ― 基本方針 ― ― ―

〇 ― 基本方針 ― ― ―

〇 ― 緊急時対策所 ― ― ―

〇 ― 緊急時対策建屋 ― ―
＜建屋・洞道＞

・主要寸法
・底面の標高

〇 ― ― ― ―

〇 ― ― ― ―

〇 ― ― ― ―

〇 ― ― ― ―

〇 ― ― ― ―

〇 ― ― ― ―

〇 ― ― ― ―

〇 ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
2.2 緊急時対策所の機能
(1) 居住性の確保に関する機能

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
2.1 基本方針

【緊急時対策所の機能】
【2.2 (1) 居住性の確保に関する機能】
・緊急時対策所の居住性の確保に関する基本方針
について説明する。
・緊急時対策所の構成，設計に関する基本方針に
ついて説明する。
・重大事故等に対処するため，緊急時対策所に必
要な人数を収容できる設計について説明する。
・非常時対策組織の要員の実効線量が、7日間で
100ｍSvを超えないよう、緊急時対策建屋の遮蔽
設備と緊急時対策建屋換気設備を設置することに
ついて説明する。
・緊急時対策建屋放射線計測設備及び緊急時対策
建屋環境測定設備を保管することについて説明す
る。

【2.1 基本方針】
・緊急時対策所の構成，設計に関する基本方針に
ついて説明する。
・緊急時対策所の居住性に関する基本方針につい
て説明する。

4.2 有毒ガス影響評価
4.2.1 有毒ガス対する防護措置
(1) 有毒ガスの発生の検出
(2) 通信連絡設備による伝達
(3) 換気設備の隔離及び防護具(防護マスク)の配
備
(4) 敷地内の化学物質の処理等の措置
(5) 予期せず発生する有毒ガスに関する対策
(6) その他の対策

4.2.2 評価方針
(1) 評価の概要
(2) 判断基準
(3) 想定事象
(4) 有毒ガスの放出経路

4.2.3 有毒ガス濃度評価
(1) 有毒ガスの放出の評価
(2) 大気拡散及び濃度の評価
(3) 評価条件
(4) 評価結果

4.2.4 有毒ガス影響評価
(1) 有毒ガスの放出の評価
(2) 大気拡散及び濃度の評価
(3) 評価条件
(4) 評価結果

【有毒ガス影響評価】
【4.2.1 (1) 有毒ガスの発生の検出】
・敷地内の可動源に対する有毒ガスの発生の検出
のための手順及び体制について説明する。
【4.2.1 (2) 通信連絡設備による伝達】
・敷地内の可動源からの有毒ガス防護に係る手順
及び体制について説明する。
【4.2.1 (3) 換気設備の隔離及び防護具(防護マ
スク)の配備】
・緊急時対策所の指示要員に対して，敷地内の可
動源からの有毒ガス防護に係る手順及び体制を整
備するとともに，防護具（防毒マスク）について
説明する。
【4.2.1 (4) 敷地内の化学物質の処理等の措置】
・敷地内で化学物質が漏えいし，有毒ガスの発生
による異常が発生した場合の処置について説明す
る。
【4.2.1 (5) 予期せず発生する有毒ガスに関する
対策】
・予期せず発生する有毒ガスに対する有毒ガス防
護に係る実施体制及び手順について説明する。
【4.2.1 (6) その他の対策】
・その他の対策について説明する。

【4.2.2 (1) 評価の概要】
・有毒ガス評価の概要について説明する。
【4.2.2 (2) 判断基準】
・有毒ガス防護判断基準値について説明する。
【4.2.2 (3) 想定事象】
・敷地内の固定源及び可動源からの有毒ガスの発
生に対しての想定事象について説明する。
【4.2.2 (4) 有毒ガスの放出経路】
・緊急時対策所の外気取入口と有毒ガス濃度評価
対象となる敷地内の固定源及び可動源との位置関
係について説明する。

【4.2.3 (1) 有毒ガスの放出の評価】
・敷地内の固定源及び可動源から発生する有毒ガ
スの放出の評価について説明する。
【4.2.3 (2) 大気拡散及び濃度の評価】
・評価点及び放出点の設定，評価点での濃度評価
及び指示要員の呼気中の濃度評価について説明す
る。
【4.2.3 (3) 評価条件】
・敷地内の固定源及び可動源から発生する有毒ガ
スの評価条件について説明する。
【4.2.3 (4) 評価結果】
・敷地内の固定源及び可動源から発生する有毒ガ
スの放出量、評価点における相対濃度及び緊急時
対策所の外気取入口における有毒ガスの濃度評価
について説明する。

【4.2.4 (1) 有毒ガスの放出の評価】
・対象発生源からの有毒ガスの放出の評価につい
て説明する。
【4.2.4 (2) 大気拡散及び濃度の評価】
・緊急時対策所における有毒ガス濃度評価ついて
説明する。
【4.2.4 (3) 評価条件】
・有毒ガスが緊急時対策所内に取り込まれること
を想定し，指示要員の呼気中の有毒ガス濃度評価
条件について説明する。
【4.2.4 (4) 評価結果】
・換気設備の隔離を考慮した場合の有毒ガス影響
評価結果及び防護具の着装を考慮した場合の有毒
ガス影響評価結果について説明する。

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

15
  緊急時対策所は，制御室の運転員を介さず設計基準事故に対処するため
に必要な再処理施設の情報を収集する設備として，データ収集装置及び
データ表示装置を設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

16

  緊急時対策所は，再処理施設の内外の必要な場所との通信連絡を行うた
め，統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワーク
ＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，データ伝
送設備，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，ファクシミリ，
ページング装置及び専用回線電話を設置又は設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

17
  緊急時対策所は，MOX燃料加工施設と共用し，共用によって再処理施設
の安全性が損なわれないよう，十分な収容人数等を確保した設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

18

  緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合（有毒ガスが発生した場合
を含む。）においても，当該重大事故等に対処するために必要な指示を行
う要員がとどまることができるよう，居住性を確保するための設備として
適切な遮蔽設備及び換気設備を設置する等の措置を講じた設計とするとと
もに，重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備及び再処
理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必
要な設備を設ける設計とする。
また，重大事故等に対処するために必要な数の原子力防災組織又は非常時
対策組織（以下「非常時対策組織」という。）の要員を収容できる設計と
する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

19
  緊急時対策所の居住性を確保するため，緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊
急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋環境測定設備，緊急時対策建屋放
射線計測設備を設置又は設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

20
  重大事故等に対処するために必要な情報を把握することができるよう，
緊急時対策建屋情報把握設備を設置する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

21
  また，重大事故等が発生した場合においても再処理施設の内外の通信連
絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための設備として通信連絡設備
を設置又は設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

22
  外部電源が喪失した場合に，重大事故等に対処するために必要な電源を
確保するため，緊急時対策建屋電源設備を設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
2.2 緊急時対策所の機能
(1) 居住性の確保に関する機能
(2) 情報の把握に関する機能
(3) 通信連絡に関する機能

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
2.1 基本方針

【緊急時対策所の機能】
【2.2 (1) 居住性の確保に関する機能】
・緊急時対策所の居住性の確保に関する基本方針
について説明する。
・緊急時対策所の構成，設計に関する基本方針に
ついて説明する。
・重大事故等に対処するため，緊急時対策所に必
要な人数を収容できる設計について説明する。。
・非常時対策組織の要員の実効線量が、7日間で
100ｍSvを超えないよう、緊急時対策建屋の遮蔽
設備と緊急時対策建屋換気設備を設置することに
ついて説明する。
・緊急時対策建屋放射線計測設備及び緊急時対策
建屋環境測定設備を保管することについて説明す
る。
【2.2 (2) 情報の把握に関する機能】
・緊急時対策所の情報把握設備による情報把握に
関する基本方針について説明する。
・データ収集装置及びデータ表示装置の機能につ
いて説明する。
・情報収集装置及び情報表示装置の機能について
説明する。
【2.2 (3) 通信連絡に関する機能】
・緊急時対策所の通信連絡設備による情報把握に
関する基本方針について説明する。

【2.1 基本方針】
・緊急時対策所の構成，設計に関する基本方針に
ついて説明する。
・緊急時対策所の居住性に関する基本方針につい
て説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

15
  緊急時対策所は，制御室の運転員を介さず設計基準事故に対処するため
に必要な再処理施設の情報を収集する設備として，データ収集装置及び
データ表示装置を設置する設計とする。

冒頭宣言

16

  緊急時対策所は，再処理施設の内外の必要な場所との通信連絡を行うた
め，統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワーク
ＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，データ伝
送設備，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，ファクシミリ，
ページング装置及び専用回線電話を設置又は設ける設計とする。

冒頭宣言

17
  緊急時対策所は，MOX燃料加工施設と共用し，共用によって再処理施設
の安全性が損なわれないよう，十分な収容人数等を確保した設計とする。

冒頭宣言

18

  緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合（有毒ガスが発生した場合
を含む。）においても，当該重大事故等に対処するために必要な指示を行
う要員がとどまることができるよう，居住性を確保するための設備として
適切な遮蔽設備及び換気設備を設置する等の措置を講じた設計とするとと
もに，重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備及び再処
理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必
要な設備を設ける設計とする。
また，重大事故等に対処するために必要な数の原子力防災組織又は非常時
対策組織（以下「非常時対策組織」という。）の要員を収容できる設計と
する。

冒頭宣言

19
  緊急時対策所の居住性を確保するため，緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊
急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋環境測定設備，緊急時対策建屋放
射線計測設備を設置又は設ける設計とする。

冒頭宣言

20
  重大事故等に対処するために必要な情報を把握することができるよう，
緊急時対策建屋情報把握設備を設置する。

冒頭宣言

21
  また，重大事故等が発生した場合においても再処理施設の内外の通信連
絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための設備として通信連絡設備
を設置又は設ける設計とする。

冒頭宣言

22
  外部電源が喪失した場合に，重大事故等に対処するために必要な電源を
確保するため，緊急時対策建屋電源設備を設置する設計とする。

冒頭宣言

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 ― 基本方針 ― ― ―

〇 ― 基本方針 ― ― ―

〇 ― 基本方針 ― ― ―

〇 ― 基本方針 ― ― ―

〇 ― 基本方針 ― ― ―

〇 ― 基本方針 ― ― ―

〇 ― 基本方針 ― ― ―

〇 ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
2.2 緊急時対策所の機能
(1) 居住性の確保に関する機能
(2) 情報の把握に関する機能
(3) 通信連絡に関する機能

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
2.1 基本方針

【緊急時対策所の機能】
【2.2 (1) 居住性の確保に関する機能】
・緊急時対策所の居住性の確保に関する基本方針
について説明する。
・緊急時対策所の構成，設計に関する基本方針に
ついて説明する。
・重大事故等に対処するため，緊急時対策所に必
要な人数を収容できる設計について説明する。。
・非常時対策組織の要員の実効線量が、7日間で
100ｍSvを超えないよう、緊急時対策建屋の遮蔽
設備と緊急時対策建屋換気設備を設置することに
ついて説明する。
・緊急時対策建屋放射線計測設備及び緊急時対策
建屋環境測定設備を保管することについて説明す
る。

【2.2 (2) 情報の把握に関する機能】
・緊急時対策所の情報把握設備による情報把握に
関する基本方針について説明する。
・データ収集装置及びデータ表示装置の機能につ
いて説明する。
・情報収集装置及び情報表示装置の機能について
説明する。

【2.2 (3) 通信連絡に関する機能】
・緊急時対策所の通信連絡設備による情報把握に
関する基本方針について説明する。

【2.1 基本方針】
・緊急時対策所の構成，設計に関する基本方針に
ついて説明する。
・緊急時対策所の居住性に関する基本方針につい
て説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

― ― ― ―

緊急時対策建屋の遮蔽設備

緊急時対策建屋換気設備
（許可文中、第9.16-2表(1)、第9.16-4図）

基本方針
設計方針（遮蔽設備）
設計方針（建屋換気設
備）
評価条件
評価方法

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
3.1.1 緊急時対策建屋換気設備
3.1.2 緊急時対策建屋の遮蔽設備

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
3.1 緊急時対策建屋の遮蔽設備
3.2 換気設備等
3.2.1 緊急時対策建屋換気設備
(1) 居住性確保のための換気設備運転
(2)緊急時対策建屋送風機
(3)緊急時対策建屋フィルタユニット
3.6 資機材及び要員の交代等

4. 緊急時対策所の居住性評価
4.1 線量評価
4.1.1 評価方針
(1) 判断基準
(2) 想定事故
(3) 被ばく経路
(4) 大気中への放出量評価
(5) 大気拡散の評価
4.1.2 線量計算
(1) 実効線量の評価
(2) 評価結果のまとめ
(3) 判断基準への適合性

Ⅳ-2-1
再処理設備本体等に係る耐震性に関する計算書

Ⅵ-1-1-3-7-3-9
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（緊急
時対策所）

【3.1.1 緊急時対策建屋換気設備】
・緊急時対策建屋換気設備の機能を確保するため
の防護措置について説明する。
【3.1.2 緊急時対策建屋の遮蔽設備】
・緊急時対策建屋の遮蔽設備の居住性に係る被ば
く評価の判断基準について説明する。

【3.1 緊急時対策建屋の遮蔽設備】
・緊急時対策建屋の遮蔽設備の機能を確保するた
めの防護措置について説明する。
【3.2 換気設備等】
・緊急時対策建屋換気設備の機能について説明す
る。
・非常時対策組織の要員がとどまることを考慮し
た設計について説明する。
【3.2.1 (1) 居住性確保のための換気設備運転】
・緊急時対策建屋換気設備の機能を確保するため
の防護措置について説明する。
【3.2.1 (2) 緊急時対策建屋送風機】
・緊急時対策建屋送風機の機能について説明す
る。
【3.2.1 (3) 緊急時対策建屋フィルタユニット】
・緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋フィ
ルタユニットの機能について説明する。

【3.6 資機材及び要員の交代等】
・緊急時対策建屋の資機材及び要員の交代等に関
する防護措置について説明する。

【4.1.1 (1) 判断基準】
・緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価の判断
基準について説明する。
【4.1.1 (2) 想定事故】
・緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価の対象
となる重大事故について説明する。
【4.1.1 (3) 被ばく経路】
・７日間緊急時対策所に滞在するものとした実効
線量を評価したの被ばく経路図のイメージについ
て説明する。
【4.1.1 (4) 大気中への放出量評価】
・被ばく評価に用いる放射性物質の放出量の各事
象の想定について説明する。
【4.1.1 (5) 大気拡散の評価】
・被ばく評価に使用する相対濃度及び相対線量の
評価基準について説明する。

【4.1.2 (1) 実効線量の評価】
・被ばく経路毎の実効線量の評価について説明す
る。
【4.1.2 (2) 評価結果のまとめ】
・重大事故等時の緊急時対策所の対策要員に及ぼ
す実効線量の内訳について説明する。
【4.1.2 (3) 判断基準への適合性】
・重大事故等時の緊急時対策所の対策要員の被ば
く評価結果について説明する。

「Ⅳ-2-1 再処理設備本体等に係る耐震性に関す
る計算書」にて，詳細を展開する。

「Ⅵ-1-1-3-7-3-9　設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書（緊急時対策所）」にて，詳細を展
開する。

―23

  緊急時対策所は，冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により
発生する水素による爆発の同時発生において，多段の重大事故等の拡大防
止対策が機能しないことを条件とし，かつ，マスクの着用，交代要員体制
等による被ばく線量の低減措置を考慮しない場合においても，緊急時対策
建屋の遮蔽設備，緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋フィルタユ
ニット，緊急時対策建屋送風機及び緊急時対策建屋の気密性の機能とあい
まって，緊急時対策所にとどまる非常時対策組織の要員の実効線量が，7
日間で100mSvを超えない設計とする。

機能要求①
評価要求

631



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

23

  緊急時対策所は，冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により
発生する水素による爆発の同時発生において，多段の重大事故等の拡大防
止対策が機能しないことを条件とし，かつ，マスクの着用，交代要員体制
等による被ばく線量の低減措置を考慮しない場合においても，緊急時対策
建屋の遮蔽設備，緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋フィルタユ
ニット，緊急時対策建屋送風機及び緊急時対策建屋の気密性の機能とあい
まって，緊急時対策所にとどまる非常時対策組織の要員の実効線量が，7
日間で100mSvを超えない設計とする。

機能要求①
評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 ―

緊急時対策建屋の遮蔽設備

緊急時対策建屋換気設備
（許可文中、第9.16-2表(1)、第9.16-4図）

― ― ―

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
3.1.1 緊急時対策建屋換気設備
3.1.2 緊急時対策建屋の遮蔽設備

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
3.1 緊急時対策建屋の遮蔽設備
3.2 換気設備等
3.2.1 緊急時対策建屋換気設備
(1) 居住性確保のための換気設備運転
(2)緊急時対策建屋送風機
(3)緊急時対策建屋フィルタユニット
3.6 資機材及び要員の交代等

4. 緊急時対策所の居住性評価
4.1 線量評価
4.1.1 評価方針
(1) 判断基準
(2) 想定事故
(3) 被ばく経路
(4) 大気中への放出量評価
(5) 大気拡散の評価
4.1.2 線量計算
(1) 実効線量の評価
(2) 評価結果のまとめ
(3) 判断基準への適合性

Ⅳ-2-1
再処理設備本体等に係る耐震性に関する計算書

Ⅵ-1-1-3-7-3-9
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（緊急
時対策所）

【3.1.1 緊急時対策建屋換気設備】
・緊急時対策建屋換気設備の機能を確保するため
の防護措置について説明する。
【3.1.2 緊急時対策建屋の遮蔽設備】
・緊急時対策建屋の遮蔽設備の居住性に係る被ば
く評価の判断基準について説明する。

【3.1 緊急時対策建屋の遮蔽設備】
・緊急時対策建屋の遮蔽設備の機能を確保するた
めの防護措置について説明する。
【3.2 換気設備等】
・緊急時対策建屋換気設備の機能について説明す
る。
・非常時対策組織の要員がとどまることを考慮し
た設計について説明する。
【3.2.1 (1) 居住性確保のための換気設備運転】
・緊急時対策建屋換気設備の機能を確保するため
の防護措置について説明する。
【3.2.1 (2) 緊急時対策建屋送風機】
・緊急時対策建屋送風機の機能について説明す
る。
【3.2.1 (3) 緊急時対策建屋フィルタユニット】
・緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋フィ
ルタユニットの機能について説明する。

【3.6 資機材及び要員の交代等】
・緊急時対策建屋の資機材及び要員の交代等に関
する防護措置について説明する。

【4.1.1 (1) 判断基準】
・緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価の判断
基準について説明する。
【4.1.1 (2) 想定事故】
・緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価の対象
となる重大事故について説明する。
【4.1.1 (3) 被ばく経路】
・７日間緊急時対策所に滞在するものとした実効
線量を評価したの被ばく経路図のイメージについ
て説明する。
【4.1.1 (4) 大気中への放出量評価】
・被ばく評価に用いる放射性物質の放出量の各事
象の想定について説明する。
【4.1.1 (5) 大気拡散の評価】
・被ばく評価に使用する相対濃度及び相対線量の
評価基準について説明する。

【4.1.2 (1) 実効線量の評価】
・被ばく経路毎の実効線量の評価について説明す
る。
【4.1.2 (2) 評価結果のまとめ】
・重大事故等時の緊急時対策所の対策要員に及ぼ
す実効線量の内訳について説明する。
【4.1.2 (3) 判断基準への適合性】
・重大事故等時の緊急時対策所の対策要員の被ば
く評価結果について説明する。

「Ⅳ-2-1 再処理設備本体等に係る耐震性に関す
る計算書」にて，詳細を展開する。

「Ⅵ-1-1-3-7-3-9　設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書（緊急時対策所）」にて，詳細を展
開する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

　緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，当該重大事故
等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう，
基準地震動による地震力に対し，耐震構造とする緊急時対策建屋内に設け
ることにより，その機能を喪失しない設計とする。

26 ―――

― ― ― ―

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
4.3 有毒ガス影響評価
4.3.1 有毒ガス対する防護措置
(1) 有毒ガスの発生の検出
(2) 通信連絡設備による伝達
(3) 換気設備の隔離及び防護具(防護マスク)の配
備
(4) 敷地内の化学物質の処理等の措置
(5) 予期せず発生する有毒ガスに関する対策
(6) その他の対策

4.3.2 評価方針
(1) 評価の概要
(2) 判断基準
(3) 想定事象
(4) 有毒ガスの放出経路

4.3.3 有毒ガス濃度評価
(1) 有毒ガスの放出の評価
(2) 大気拡散及び濃度の評価
(3) 評価条件
(4) 評価結果

4.3.4 有毒ガス影響評価
(1) 有毒ガスの放出の評価
(2) 大気拡散及び濃度の評価
(3) 評価条件
(4) 評価結果

【有毒ガス影響評価】
【4.3.1 (1) 有毒ガスの発生の検出】
・敷地内の可動源に対する有毒ガスの発生の検出
のための手順及び体制について説明する。
【4.3.1 (2) 通信連絡設備による伝達】
・敷地内の可動源からの有毒ガス防護に係る手順
及び体制について説明する。
【4.3.1 (3) 換気設備の隔離及び防護具(防護マ
スク)の配備】
・緊急時対策所の指示要員に対して，敷地内の可
動源からの有毒ガス防護に係る手順及び体制を整
備するとともに，防護具（防毒マスク）について
説明する。
【4.3.1 (4) 敷地内の化学物質の処理等の措置】
・敷地内で化学物質が漏えいし，有毒ガスの発生
による異常が発生した場合の処置について説明す
る。
【4.3.1 (5) 予期せず発生する有毒ガスに関する
対策】
・予期せず発生する有毒ガスに対する有毒ガス防
護に係る実施体制及び手順について説明する。
【4.3.1 (6) その他の対策】
・その他の対策について説明する。

【4.3.2 (1) 評価の概要】
・有毒ガス評価の概要について説明する。
【4.3.2 (2) 判断基準】
・有毒ガス防護判断基準値について説明する。
【4.3.2 (3) 想定事象】
・敷地内の固定源及び可動源からの有毒ガスの発
生に対しての想定事象について説明する。
【4.3.2 (4) 有毒ガスの放出経路】
・緊急時対策所の外気取入口と有毒ガス濃度評価
対象となる敷地内の固定源及び可動源との位置関
係について説明する。

【4.3.3 (1) 有毒ガスの放出の評価】
・敷地内の固定源及び可動源から発生する有毒ガ
スの放出の評価について説明する。
【4.3.3 (2) 大気拡散及び濃度の評価】
・評価点及び放出点の設定，評価点での濃度評価
及び指示要員の呼気中の濃度評価について説明す
る。
【4.3.3 (3) 評価条件】
・敷地内の固定源及び可動源から発生する有毒ガ
スの評価条件について説明する。
【4.3.3 (4) 評価結果】
・敷地内の固定源及び可動源から発生する有毒ガ
スの放出量、評価点における相対濃度及び緊急時
対策所の外気取入口における有毒ガスの濃度評価
について説明する。

【4.3.4 (1) 有毒ガスの放出の評価】
・対象発生源からの有毒ガスの放出の評価につい
て説明する。
【4.3.4 (2) 大気拡散及び濃度の評価】
・緊急時対策所における有毒ガス濃度評価ついて
説明する。
【4.3.4 (3) 評価条件】
・有毒ガスが緊急時対策所内に取り込まれること
を想定し，指示要員の呼気中の有毒ガス濃度評価
条件について説明する。
【4.3.4 (4) 評価結果】
・換気設備の隔離を考慮した場合の有毒ガス影響
評価結果及び防護具の着装を考慮した場合の有毒
ガス影響評価結果について説明する。

―

―

冒頭宣言

  緊急時対策所は，重大事故等への対処が開始されている状態で，漏えい
又は異臭等の異常を確認した者（立会人，公的機関から情報を入手した者
等）から連絡を受け有毒ガスの発生を認知した中央制御室の実施組織要員
（実施責任者）が，緊急時対策所の重大事故等に対処するために必要な指
示を行う要員（非常時対策組織本部の本部長）に連絡することで，緊急時
対策所の重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員が有毒ガスの
発生を認知できるよう，通信連絡設備及び代替通信連絡設備を設置する設
計とする。

24

評価基本方針機能要求①
  これらの対策により，有毒ガスによる影響を考慮した場合でも，緊急時
対策所に重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまるこ
とができる設計とする。

25

基本方針通信連絡設備

― ― ― ―

基本方針
設計方針（耐震構造）

緊急時対策建屋
緊急時対策所
緊急時対策建屋の遮蔽設備
緊急時対策建屋換気設備
緊急時対策建屋環境測定設備
緊急時対策建屋放射線計測設備
緊急時対策建屋情報把握設備
（情報収集装置）
（情報表示装置）
緊急時対策建屋電源設備

設置要求
評価要求

【緊急時対策所の機能】
【2.2 (1) 居住性の確保に関する機能】
・緊急時対策所の居住性の確保に関する基本方針
について説明する。
・緊急時対策所の構成，設計に関する基本方針に
ついて説明する。
・重大事故等に対処するため，緊急時対策所に必
要な人数を収容できる設計について説明する。
・非常時対策組織の要員の実効線量が、7日間で
100ｍSvを超えないよう、緊急時対策建屋の遮蔽
設備と緊急時対策建屋換気設備を設置することに
ついて説明する。
・緊急時対策建屋放射線計測設備及び緊急時対策
建屋環境測定設備を保管することについて説明す
る。

「Ⅳ-2-1 再処理設備本体等に係る耐震性に関す
る計算書」にて，詳細を展開する。

「Ⅵ-1-1-3-8-3-7　設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書（緊急時対策所）」にて，詳細を展
開する。

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
2.2 緊急時対策所の機能
(1)居住性の確保に関する機能

Ⅳ-2-1
再処理設備本体等に係る耐震性に関する計算書

Ⅵ-1-1-3-8-3-7
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（緊急
時対策所）

――
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

　緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，当該重大事故
等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう，
基準地震動による地震力に対し，耐震構造とする緊急時対策建屋内に設け
ることにより，その機能を喪失しない設計とする。

26

冒頭宣言

  緊急時対策所は，重大事故等への対処が開始されている状態で，漏えい
又は異臭等の異常を確認した者（立会人，公的機関から情報を入手した者
等）から連絡を受け有毒ガスの発生を認知した中央制御室の実施組織要員
（実施責任者）が，緊急時対策所の重大事故等に対処するために必要な指
示を行う要員（非常時対策組織本部の本部長）に連絡することで，緊急時
対策所の重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員が有毒ガスの
発生を認知できるよう，通信連絡設備及び代替通信連絡設備を設置する設
計とする。

24

機能要求①
  これらの対策により，有毒ガスによる影響を考慮した場合でも，緊急時
対策所に重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまるこ
とができる設計とする。

25

設置要求
評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

【緊急時対策所の機能】
【2.2 (1) 居住性の確保に関する機能】
・緊急時対策所の居住性の確保に関する基本方針
について説明する。
・緊急時対策所の構成，設計に関する基本方針に
ついて説明する。
・重大事故等に対処するため，緊急時対策所に必
要な人数を収容できる設計について説明する。
・非常時対策組織の要員の実効線量が、7日間で
100ｍSvを超えないよう、緊急時対策建屋の遮蔽
設備と緊急時対策建屋換気設備を設置することに
ついて説明する。
・緊急時対策建屋放射線計測設備及び緊急時対策
建屋環境測定設備を保管することについて説明す
る。

「Ⅳ-2-1 再処理設備本体等に係る耐震性に関す
る計算書」にて，詳細を展開する。

「Ⅵ-1-1-3-8-3-7　設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書（緊急時対策所）」にて，詳細を展
開する。

― ―

〇 ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
4.3 有毒ガス影響評価
4.3.1 有毒ガス対する防護措置
(1) 有毒ガスの発生の検出
(2) 通信連絡設備による伝達
(3) 換気設備の隔離及び防護具(防護マスク)の配
備
(4) 敷地内の化学物質の処理等の措置
(5) 予期せず発生する有毒ガスに関する対策
(6) その他の対策

4.3.2 評価方針
(1) 評価の概要
(2) 判断基準
(3) 想定事象
(4) 有毒ガスの放出経路

4.3.3 有毒ガス濃度評価
(1) 有毒ガスの放出の評価
(2) 大気拡散及び濃度の評価
(3) 評価条件
(4) 評価結果

4.3.4 有毒ガス影響評価
(1) 有毒ガスの放出の評価
(2) 大気拡散及び濃度の評価
(3) 評価条件
(4) 評価結果

【有毒ガス影響評価】
【4.3.1 (1) 有毒ガスの発生の検出】
・敷地内の可動源に対する有毒ガスの発生の検出
のための手順及び体制について説明する。
【4.3.1 (2) 通信連絡設備による伝達】
・敷地内の可動源からの有毒ガス防護に係る手順
及び体制について説明する。
【4.3.1 (3) 換気設備の隔離及び防護具(防護マ
スク)の配備】
・緊急時対策所の指示要員に対して，敷地内の可
動源からの有毒ガス防護に係る手順及び体制を整
備するとともに，防護具（防毒マスク）について
説明する。
【4.3.1 (4) 敷地内の化学物質の処理等の措置】
・敷地内で化学物質が漏えいし，有毒ガスの発生
による異常が発生した場合の処置について説明す
る。
【4.3.1 (5) 予期せず発生する有毒ガスに関する
対策】
・予期せず発生する有毒ガスに対する有毒ガス防
護に係る実施体制及び手順について説明する。
【4.3.1 (6) その他の対策】
・その他の対策について説明する。

【4.3.2 (1) 評価の概要】
・有毒ガス評価の概要について説明する。
【4.3.2 (2) 判断基準】
・有毒ガス防護判断基準値について説明する。
【4.3.2 (3) 想定事象】
・敷地内の固定源及び可動源からの有毒ガスの発
生に対しての想定事象について説明する。
【4.3.2 (4) 有毒ガスの放出経路】
・緊急時対策所の外気取入口と有毒ガス濃度評価
対象となる敷地内の固定源及び可動源との位置関
係について説明する。

【4.3.3 (1) 有毒ガスの放出の評価】
・敷地内の固定源及び可動源から発生する有毒ガ
スの放出の評価について説明する。
【4.3.3 (2) 大気拡散及び濃度の評価】
・評価点及び放出点の設定，評価点での濃度評価
及び指示要員の呼気中の濃度評価について説明す
る。
【4.3.3 (3) 評価条件】
・敷地内の固定源及び可動源から発生する有毒ガ
スの評価条件について説明する。
【4.3.3 (4) 評価結果】
・敷地内の固定源及び可動源から発生する有毒ガ
スの放出量、評価点における相対濃度及び緊急時
対策所の外気取入口における有毒ガスの濃度評価
について説明する。

【4.3.4 (1) 有毒ガスの放出の評価】
・対象発生源からの有毒ガスの放出の評価につい
て説明する。
【4.3.4 (2) 大気拡散及び濃度の評価】
・緊急時対策所における有毒ガス濃度評価ついて
説明する。
【4.3.4 (3) 評価条件】
・有毒ガスが緊急時対策所内に取り込まれること
を想定し，指示要員の呼気中の有毒ガス濃度評価
条件について説明する。
【4.3.4 (4) 評価結果】
・換気設備の隔離を考慮した場合の有毒ガス影響
評価結果及び防護具の着装を考慮した場合の有毒
ガス影響評価結果について説明する。

―

緊急時対策建屋―〇

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
2.2 緊急時対策所の機能
(1)居住性の確保に関する機能

Ⅳ-2-1
再処理設備本体等に係る耐震性に関する計算書

Ⅵ-1-1-3-8-3-7
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（緊急
時対策所）

―――

〇 ― 基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

27
　また，緊急時対策建屋は，大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対し
て必要な機能が損なわれることがないよう，標高約55m及び海岸からの距
離約5kmの地点に設置する設計とする。

設置要求 緊急時対策建屋 基本方針 ― ― ― ― ―

28
　緊急時対策所は，共通要因により制御室と同時にその機能を喪失しない
よう，制御室に対して独立性を有する設計とするとともに，制御室からの
離隔距離を確保した場所に設置する設計とする。

設置要求 緊急時対策建屋 基本方針 ― ― ― ― ―

29

　緊急時対策建屋は，建屋の外側が放射性物質により汚染したような状況
下において，現場作業に従事した要員による緊急時対策所への汚染の持ち
込みを防止するため，作業服の着替え，防護具の着装及び脱装，身体汚染
検査並びに除染作業ができる出入管理区画を設置する設計とする。

設置要求
緊急時対策建屋
（出入管理区画）

基本方針
対象選定

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
3.1.5 出入管理区画

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
3.5 資機材及び要員の交代等

【3.1.5 出入管理区画】
・緊急時対策所の出入管理区画の機能に係る詳細
設計について説明する。

【3.5 資機材及び要員の交代等】
・緊急時対策建屋の資機材及び要員の交代等に関
する防護措置について説明する。

― ― ― ― ―

30
　また，建屋出入口に設ける2つの扉は，汚染の持ち込みを防止するた
め，同時に開放できない設計とする。

設置要求
緊急時対策建屋
（出入管理区画）

基本方針

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
3.1.5 出入管理区画

【3.1.5 出入管理区画】
・緊急時対策所の出入管理区画の機能に係る詳細
設計について説明する。 ― ― ― ― ―

31
  緊急時対策所は，MOX燃料加工施設と共用し，共用によって重大事故等
時の対処に影響を及ぼさない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

32

　緊急時対策所は，想定される重大事故等時において，重大事故等に対処
するために必要な指示を行う要員に加え，重大事故等による工場等外への
放射性物質及び放射線の放出を抑制するために必要な非常時対策組織の要
員並びにMOX燃料加工施設において事故が同時に発生した場合に対処する
要員として，最大360人を収容できる設計とする。また，気体状の放射性
物質が大気中へ大規模に放出することにより居住性が確保できなくなるお
それがある場合は，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員な
ど，約50人の要員がとどまることができる設計とする。

設置要求 緊急時対策建屋 基本方針 ― ― ― ― ―

33

　緊急時対策建屋の遮蔽設備は，重大事故等が発生した場合においても，
当該重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることが
できるよう，居住性を確保するための常設重大事故等対処設備として設置
する設計とする。

機能要求② 緊急時対策建屋の遮蔽設備 基本方針

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
3.1 居住性の確保
3.1.2 緊急時対策建屋の遮蔽設備

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
2.1 基本方針
3.1 緊急時対策建屋の遮蔽設備

【3.1 居住性の確保】
・緊急時対策所の居住性を確保するため、緊急時
対策建屋の遮蔽設備を設ける設計とする。

【3.1.2 緊急時対策建屋の遮蔽設備】
・緊急時対策建屋の遮蔽設備の居住性に係る被ば
く評価の判断基準について説明する。

【2.1 基本方針】
・緊急時対策所の構成，設計に関する基本方針に
ついて説明する。
・緊急時対策所の居住性に関する基本方針につい
て説明する。

【3.1 緊急時対策建屋の遮蔽設備】
・緊急時対策建屋の遮蔽設備の機能について説明
する。

― ― ― ― ―

34
　緊急時対策建屋の遮蔽設備は，共通要因によって制御室と同時にその機
能が損なわれるおそれがないよう，離隔距離を確保することで，制御室に
対して独立性を有する設計とする。

機能要求① 緊急時対策建屋の遮蔽設備

設計方針（共通要因故
障に対する考慮等（常
設重大事故等対処設
備））

― ― ― ― ―

35
　緊急時対策建屋の遮蔽設備は，共通要因によって制御室と同時にその機
能が損なわれるおそれがないよう，緊急時対策建屋に設置することによ
り，制御室と位置的分散を図る設計とする。

設置要求 緊急時対策建屋の遮蔽設備

設計方針（共通要因故
障に対する考慮等（常
設重大事故等対処設
備））

― ― ― ― ―

36
　緊急時対策建屋の遮蔽設備は，緊急時対策建屋と一体のコンクリート構
造物とし，倒壊等により他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 緊急時対策建屋の遮蔽設備
設計方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

Ⅳ-2-1
再処理設備本体等に係る耐震性に関する計算書

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (2) 悪影響防止】
・重大事故等対処設備の系統的な悪影響について
の考慮を説明する。

「Ⅳ-2-1 再処理設備本体等に係る耐震性に関す
る計算書」にて，詳細を展開する。

― ― ― ― ―

37

　緊急時対策建屋の遮蔽設備は，MOX燃料加工施設と共用する。
  MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋の遮蔽設備は，再処理施設
及びMOX燃料加工施設における重大事故等対処に同時に対処することを考
慮し，十分な遮蔽機能を確保することで，共用によって重大事故等時の対
処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 緊急時対策建屋の遮蔽設備
設計方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (2) 悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響についての考慮を説明する。 ― ― ― ― ―

38
　緊急時対策建屋の遮蔽設備は，緊急時対策建屋と一体設置した屋外設備
であり，重大事故等時の環境条件を考慮した設計とする。

機能要求① 緊急時対策建屋の遮蔽設備
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.4 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【環境条件等】
【2.4 (1) 環境条件】・常設重大事故等対処設備
に対するに自然現象からの防護方針を説明する。
・常設重大事故等対処設備の環境条件等の考慮を
説明する。 ― ― ― ― ―

39

　緊急時対策建屋の遮蔽設備は，通常時において，重大事故等への対処に
必要な機能を確認するため，外観点検が可能な設計とする。
  また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

機能要求① 緊急時対策建屋の遮蔽設備
設計方針（試験・検
査）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.5 操作性及び試験・検査性
(2) 試験・検査性

【操作性及び試験・検査性】
【2.5 (2) 試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性を説明す
る。

― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散
a.常設重大事故等対処設備

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (1) 多様性，位置的分散】
・常設重大事故等対処設備の多様性，独立性，位
置的分散の考慮を説明する。

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
2.2 緊急時対策所の機能
(1)居住性の確保に関する機能

【緊急時対策所の機能】
【2.2 (1) 居住性の確保に関する機能】
・緊急時対策所の居住性の確保に関する基本方針
について説明する。
・緊急時対策所の構成，設計に関する基本方針に
ついて説明する。
・重大事故等に対処するため，緊急時対策所に必
要な人数を収容できる設計について説明する。
・非常時対策組織の要員の実効線量が、7日間で
100ｍSvを超えないよう、緊急時対策建屋の遮蔽
設備と緊急時対策建屋換気設備を設置することに
ついて説明する。
・緊急時対策建屋放射線計測設備及び緊急時対策
建屋環境測定設備を保管することについて説明す
る。

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
2.2 緊急時対策所の機能
(1) 居住性の確保に関する機能

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
2.1 基本方針

【緊急時対策所の機能】
【2.2 (1)居住性の確保に関する機能】
・緊急時対策所の居住性の確保に関する基本方針
について説明する。
・緊急時対策所の居住性の確保に関する基本方針
について説明する。
・緊急時対策所の構成，設計に関する基本方針に
ついて説明する。
・重大事故等に対処するため，緊急時対策所に必
要な人数を収容できる設計について説明する。
・非常時対策組織の要員の実効線量が、7日間で
100ｍSvを超えないよう、緊急時対策建屋の遮蔽
設備と緊急時対策建屋換気設備を設置することに
ついて説明する。
・緊急時対策建屋放射線計測設備及び緊急時対策
建屋環境測定設備を保管することについて説明す
る。

【2.1 基本方針】
・緊急時対策所の構成，設計に関する基本方針に
ついて説明する。
・緊急時対策所の居住性に関する基本方針につい
て説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

27
　また，緊急時対策建屋は，大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対し
て必要な機能が損なわれることがないよう，標高約55m及び海岸からの距
離約5kmの地点に設置する設計とする。

設置要求

28
　緊急時対策所は，共通要因により制御室と同時にその機能を喪失しない
よう，制御室に対して独立性を有する設計とするとともに，制御室からの
離隔距離を確保した場所に設置する設計とする。

設置要求

29

　緊急時対策建屋は，建屋の外側が放射性物質により汚染したような状況
下において，現場作業に従事した要員による緊急時対策所への汚染の持ち
込みを防止するため，作業服の着替え，防護具の着装及び脱装，身体汚染
検査並びに除染作業ができる出入管理区画を設置する設計とする。

設置要求

30
　また，建屋出入口に設ける2つの扉は，汚染の持ち込みを防止するた
め，同時に開放できない設計とする。

設置要求

31
  緊急時対策所は，MOX燃料加工施設と共用し，共用によって重大事故等
時の対処に影響を及ぼさない設計とする。

冒頭宣言

32

　緊急時対策所は，想定される重大事故等時において，重大事故等に対処
するために必要な指示を行う要員に加え，重大事故等による工場等外への
放射性物質及び放射線の放出を抑制するために必要な非常時対策組織の要
員並びにMOX燃料加工施設において事故が同時に発生した場合に対処する
要員として，最大360人を収容できる設計とする。また，気体状の放射性
物質が大気中へ大規模に放出することにより居住性が確保できなくなるお
それがある場合は，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員な
ど，約50人の要員がとどまることができる設計とする。

設置要求

33

　緊急時対策建屋の遮蔽設備は，重大事故等が発生した場合においても，
当該重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることが
できるよう，居住性を確保するための常設重大事故等対処設備として設置
する設計とする。

機能要求②

34
　緊急時対策建屋の遮蔽設備は，共通要因によって制御室と同時にその機
能が損なわれるおそれがないよう，離隔距離を確保することで，制御室に
対して独立性を有する設計とする。

機能要求①

35
　緊急時対策建屋の遮蔽設備は，共通要因によって制御室と同時にその機
能が損なわれるおそれがないよう，緊急時対策建屋に設置することによ
り，制御室と位置的分散を図る設計とする。

設置要求

36
　緊急時対策建屋の遮蔽設備は，緊急時対策建屋と一体のコンクリート構
造物とし，倒壊等により他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

37

　緊急時対策建屋の遮蔽設備は，MOX燃料加工施設と共用する。
  MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋の遮蔽設備は，再処理施設
及びMOX燃料加工施設における重大事故等対処に同時に対処することを考
慮し，十分な遮蔽機能を確保することで，共用によって重大事故等時の対
処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

38
　緊急時対策建屋の遮蔽設備は，緊急時対策建屋と一体設置した屋外設備
であり，重大事故等時の環境条件を考慮した設計とする。

機能要求①

39

　緊急時対策建屋の遮蔽設備は，通常時において，重大事故等への対処に
必要な機能を確認するため，外観点検が可能な設計とする。
  また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

機能要求①

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 ― 緊急時対策建屋 ― ― ―

〇 ― 緊急時対策建屋 ― ― ―

〇 ―
緊急時対策建屋
（出入管理区画）

― ― ―

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
3.1.5 出入管理区画

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
3.5 資機材及び要員の交代等

【3.1.5 出入管理区画】
・緊急時対策所の出入管理区画の機能に係る詳細
設計について説明する。

【3.5 資機材及び要員の交代等】
・緊急時対策建屋の資機材及び要員の交代等に関
する防護措置について説明する。

〇 ―
緊急時対策建屋
（出入管理区画）

― ― ―

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
3.1.5 出入管理区画

【3.1.5 出入管理区画】
・緊急時対策所の出入管理区画の機能に係る詳細
設計について説明する。

〇 ― 基本方針 ― ― ―

〇 ― 緊急時対策建屋 ― ― ―

〇 ― 緊急時対策建屋の遮蔽設備 ― ―
＜遮蔽設備＞
・厚さ
・主要材料

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
3.1 居住性の確保
3.1.2 緊急時対策建屋の遮蔽設備

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
2.1 基本方針
3.1 緊急時対策建屋の遮蔽設備

【3.1 居住性の確保】
・緊急時対策所の居住性を確保するため、緊急時
対策建屋の遮蔽設備を設ける設計とする。

【3.1.2 緊急時対策建屋の遮蔽設備】
・緊急時対策建屋の遮蔽設備の居住性に係る被ば
く評価の判断基準について説明する。

【2.1 基本方針】
・緊急時対策所の構成，設計に関する基本方針に
ついて説明する。
・緊急時対策所の居住性に関する基本方針につい
て説明する。

【3.1 緊急時対策建屋の遮蔽設備】
・緊急時対策建屋の遮蔽設備の機能を確保するた
めの防護措置について説明する。

〇 ― 緊急時対策建屋の遮蔽設備 ― ― ―

〇 ― 緊急時対策建屋の遮蔽設備 ― ― ―

〇 ― 緊急時対策建屋の遮蔽設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

Ⅳ-2-1
再処理設備本体等に係る耐震性に関する計算書

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (2) 悪影響防止】
・重大事故等対処設備の系統的な悪影響について
の考慮を説明する。

「Ⅳ-2-1 再処理設備本体等に係る耐震性に関す
る計算書」にて，詳細を展開する。

〇 ― 緊急時対策建屋の遮蔽設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (2) 悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響についての考慮を説明する。

〇 ― 緊急時対策建屋の遮蔽設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.4 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【環境条件等】
【2.4 (1) 環境条件】・常設重大事故等対処設備
に対するに自然現象からの防護方針を説明する。
・常設重大事故等対処設備の環境条件等の考慮を
説明する。

〇 ― 緊急時対策建屋の遮蔽設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.5 操作性及び試験・検査性
(2) 試験・検査性

【操作性及び試験・検査性】
【2.5 (2) 試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性を説明す
る。

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
2.2 緊急時対策所の機能
(1) 居住性の確保に関する機能

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
2.1 基本方針

【緊急時対策所の機能】
【2.2 (1)居住性の確保に関する機能】
・緊急時対策所の居住性の確保に関する基本方針
について説明する。
・緊急時対策所の居住性の確保に関する基本方針
について説明する。
・緊急時対策所の構成，設計に関する基本方針に
ついて説明する。
・重大事故等に対処するため，緊急時対策所に必
要な人数を収容できる設計について説明する。
・非常時対策組織の要員の実効線量が、7日間で
100ｍSvを超えないよう、緊急時対策建屋の遮蔽
設備と緊急時対策建屋換気設備を設置することに
ついて説明する。
・緊急時対策建屋放射線計測設備及び緊急時対策
建屋環境測定設備を保管することについて説明す
る。

【2.1 基本方針】
・緊急時対策所の構成，設計に関する基本方針に
ついて説明する。
・緊急時対策所の居住性に関する基本方針につい
て説明する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散
a.常設重大事故等対処設備

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (1) 多様性，位置的分散】
・常設重大事故等対処設備の多様性，独立性，位
置的分散の考慮を説明する。

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
2.2 緊急時対策所の機能
(1)居住性の確保に関する機能

【緊急時対策所の機能】
【2.2 (1) 居住性の確保に関する機能】
・緊急時対策所の居住性の確保に関する基本方針
について説明する。
・緊急時対策所の構成，設計に関する基本方針に
ついて説明する。
・重大事故等に対処するため，緊急時対策所に必
要な人数を収容できる設計について説明する。
・非常時対策組織の要員の実効線量が、7日間で
100ｍSvを超えないよう、緊急時対策建屋の遮蔽
設備と緊急時対策建屋換気設備を設置することに
ついて説明する。
・緊急時対策建屋放射線計測設備及び緊急時対策
建屋環境測定設備を保管することについて説明す
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

基本方針
対象選定
設計方針（建屋換気設
備）

緊急時対策建屋換気設備
（送風機）
（排風機）
（フィルタユニット）
（主配管（ダクト・ダンパ））
（加圧ユニット）
（加圧ユニット配管・弁）
（対策本部室差圧計）
（待機室差圧計）
（監視制御盤）

機能要求①

7.3.9.1 緊急時対策建屋換気設備

　緊急時対策建屋換気設備は，重大事故等が発生した場合（有毒ガスが発
生した場合を含む。）においても，当該重大事故等に対処するために必要
な指示を行う要員がとどまることができるよう，居住性を確保するため，
緊急時対策建屋送風機，緊急時対策建屋排風機，緊急時対策建屋フィルタ
ユニット，緊急時対策建屋換気設備ダクト，緊急時対策建屋加圧ユニッ
ト，緊急時対策建屋加圧ユニット配管・弁，対策本部室差圧計，待機室差
圧計及び監視制御盤を常設重大事故等対処設備として設置する設計とす
る。

40 ―――

【緊急時対策所の機能】
【2.2 (1) 居住性の確保に関する機能】
・緊急時対策所の居住性の確保に関する基本方針
について説明する。
・緊急時対策所の構成，設計に関する基本方針に
ついて説明する。
・重大事故等に対処するため，緊急時対策所に必
要な人数を収容できる設計について説明する。
・非常時対策組織の要員の実効線量が、7日間で
100ｍSvを超えないよう、緊急時対策建屋の遮蔽
設備と緊急時対策建屋換気設備を設置することに
ついて説明する。
・緊急時対策建屋放射線計測設備及び緊急時対策
建屋環境測定設備を保管することについて説明す
る。

【3.1.1 緊急時対策建屋換気設備】
・緊急時対策所の緊急時対策建屋換気設備の機能
に係る詳細設計について説明する。

【2.1 基本方針】
・緊急時対策所の構成，設計に関する基本方針に
ついて説明する。
・緊急時対策所の居住性に関する基本方針につい
て説明する。

【3.2 換気設備等】
・緊急時対策建屋換気設備の機能について示す。
・非常時対策組織の要員がとどまることを考慮し
た設計について説明する。
【3.2.1 (1) 居住性確保のための換気設備運転】
・緊急時対策建屋換気設備の機能を確保するため
の防護措置について説明する。
【3.2.1 (2) 緊急時対策建屋送風機】
・緊急時対策建屋送風機の機能について説明す
る。
【3.2.1 (3) 緊急時対策建屋フィルタユニット】
・緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋フィ
ルタユニットの機能について説明する。
【3.2.1 (4) 緊急時対策建屋加圧ユニット】
・緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋加圧
ユニットの機能について説明する。
【3.2.1 (5) 対策本部室差圧計及び待機室差圧
計】
・対策本部室差圧計及び待機室差圧計の機能につ
いて説明する。

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
2.2 緊急時対策所の機能
(1) 居住性の確保に関する機能

3.1 居住性の確保
3.1.1 緊急時対策建屋換気設備

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
2.1 基本方針

3.2 換気設備等
3.2.1 緊急時対策建屋換気設備
(1) 居住性確保のための換気設備運転
(2) 緊急時対策建屋送風機
(3) 緊急時対策建屋フィルタユニット
(4) 緊急時対策建屋加圧ユニット
(5) 対策本部室差圧計及び待機室差圧計

――

637



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

機能要求①

7.3.9.1 緊急時対策建屋換気設備

　緊急時対策建屋換気設備は，重大事故等が発生した場合（有毒ガスが発
生した場合を含む。）においても，当該重大事故等に対処するために必要
な指示を行う要員がとどまることができるよう，居住性を確保するため，
緊急時対策建屋送風機，緊急時対策建屋排風機，緊急時対策建屋フィルタ
ユニット，緊急時対策建屋換気設備ダクト，緊急時対策建屋加圧ユニッ
ト，緊急時対策建屋加圧ユニット配管・弁，対策本部室差圧計，待機室差
圧計及び監視制御盤を常設重大事故等対処設備として設置する設計とす
る。

40

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

【緊急時対策所の機能】
【2.2 (1) 居住性の確保に関する機能】
・緊急時対策所の居住性の確保に関する基本方針
について説明する。
・緊急時対策所の構成，設計に関する基本方針に
ついて説明する。
・重大事故等に対処するため，緊急時対策所に必
要な人数を収容できる設計について説明する。
・非常時対策組織の要員の実効線量が、7日間で
100ｍSvを超えないよう、緊急時対策建屋の遮蔽
設備と緊急時対策建屋換気設備を設置することに
ついて説明する。
・緊急時対策建屋放射線計測設備及び緊急時対策
建屋環境測定設備を保管することについて説明す
る。

【3.1.1 緊急時対策建屋換気設備】
・緊急時対策所の緊急時対策建屋換気設備の機能
に係る詳細設計について説明する。

【2.1 基本方針】
・緊急時対策所の構成，設計に関する基本方針に
ついて説明する。
・緊急時対策所の居住性に関する基本方針につい
て説明する。

【3.2 換気設備等】
・緊急時対策建屋換気設備の機能について示す。
・非常時対策組織の要員がとどまることを考慮し
た設計について説明する。
【3.2.1 (1) 居住性確保のための換気設備運転】
・緊急時対策建屋換気設備の機能を確保するため
の防護措置について説明する。
【3.2.1 (2) 緊急時対策建屋送風機】
・緊急時対策建屋送風機の機能について説明す
る。
【3.2.1 (3) 緊急時対策建屋フィルタユニット】
・緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋フィ
ルタユニットの機能について説明する。
【3.2.1 (4) 緊急時対策建屋加圧ユニット】
・緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋加圧
ユニットの機能について説明する。
【3.2.1 (5) 対策本部室差圧計及び待機室差圧
計】
・対策本部室差圧計及び待機室差圧計の機能につ
いて説明する。

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
2.2 緊急時対策所の機能
(1) 居住性の確保に関する機能

3.1 居住性の確保
3.1.1 緊急時対策建屋換気設備

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
2.1 基本方針

3.2 換気設備等
3.2.1 緊急時対策建屋換気設備
(1) 居住性確保のための換気設備運転
(2) 緊急時対策建屋送風機
(3) 緊急時対策建屋フィルタユニット
(4) 緊急時対策建屋加圧ユニット
(5) 対策本部室差圧計及び待機室差圧計

―――

緊急時対策建屋換気設備
（送風機）
（排風機）
（フィルタユニット）
（主配管（ダクト・ダンパ））
（加圧ユニット）
（加圧ユニット配管・弁）
（対策本部室差圧計）
（待機室差圧計）
（監視制御盤）

―〇
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

41

  緊急時対策建屋換気設備は，居住性を確保するため，外気取入加圧モー
ドとして，放射性物質の取り込みを低減できるよう緊急時対策建屋フィル
タユニットを経て外気を取り入れるとともに，緊急時対策所を加圧し，放
射性物質の流入を低減できる設計とする。

機能要求①

緊急時対策建屋換気設備
（送風機）
（排風機）
（フィルタユニット）
（主配管（ダクト・ダンパ））（ワンスルー）
（対策本部室差圧計）
（監視制御盤）

基本方針
設計方針（建屋換気設
備）

― ― ― ― ―

42

　緊急時対策建屋換気設備は，重大事故等の発生に伴い放射性物質の放出
を確認した場合には，再循環モードとして，緊急時対策建屋換気設備の給
気側及び排気側のダンパを閉止し，外気の取り入れを遮断し，緊急時対策
建屋フィルタユニットを通して緊急時対策建屋内の空気を再循環できる設
計とする。

機能要求①

緊急時対策建屋換気設備
（送風機）
（排風機）
（フィルタユニット）
（主配管（ダクト・ダンパ））（再循環ライン）
（対策本部室差圧計）
（監視制御盤）

基本方針
設計方針（建屋換気設
備）

― ― ― ― ―

43
　また，気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出するおそれがある場
合は，緊急時対策建屋加圧ユニットから空気を供給することで待機室内を
加圧し，放射性物質の流入を防止できる設計とする。

機能要求①

緊急時対策建屋換気設備
（加圧ユニット）
（加圧ユニット配管・弁）
（待機室差圧計）

基本方針
設計方針（建屋換気設
備）

― ― ― ― ―

44

　緊急時対策建屋換気設備のうち，緊急時対策建屋加圧ユニットは，軽作
業による二酸化炭素発生量及び「労働安全衛生規則」で定める二酸化炭素
の許容濃度を考慮して算出した必要換気量を踏まえ，必要な非常時対策組
織の要員が一定期間とどまるために必要となる容量を有する設計とする。

機能要求①
機能要求➁
評価要求

緊急時対策建屋換気設備

【機能要求②】
（加圧ユニット）
（加圧ユニット配管・弁）

基本方針
設計方針（建屋換気設
備）
評価

― ― ― ― ―

45
　緊急時対策建屋換気設備のうち，対策本部室差圧計及び待機室差圧計
は，緊急時対策所の各部屋が正圧を維持した状態であることを監視できる
設計とする。

設置要求
機能要求➁

緊急時対策建屋換気設備
（対策本部室差圧計）
（待機室差圧計）

基本方針
設計方針（建屋換気設
備）

― ― ― ― ―

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
2.2 緊急時対策所の機能
(1) 居住性の確保に関する機能
3.緊急時対策所の機能に係る詳細設計
3.1 居住性の確保
3.1.1 緊急時対策建屋換気設備

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
2.1 基本方針

3.2 換気設備等
3.2.1 緊急時対策建屋換気設備
(1) 居住性確保のための換気設備運転
(2) 緊急時対策建屋送風機
(3) 緊急時対策建屋フィルタユニット
(4) 緊急時対策建屋加圧ユニット

4. 緊急時対策所の居住性評価
4.1 線量評価
4.1.1 評価方針
(1) 判断基準
(2) 想定事故
(3) 被ばく経路
(4) 大気中への放出量評価
(5) 大気拡散の評価
4.1.2 線量計算
(1) 実効線量の評価
(2) 評価結果のまとめ
(3) 判断基準への適合性

Ⅵ-1-1-3-8-3-7
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（緊急
時対策所）

【緊急時対策所の機能】
【2.2 (1) 居住性の確保に関する機能】
・緊急時対策所の居住性の確保に関する基本方針
について説明する。
・緊急時対策所の居住性を確保するため、緊急時
対策建屋換気設備を設ける設計とする。

【3.1 居住性の確保】
・緊急時対策所の居住性を確保する機能に係る詳
細設計について説明する。
・緊急時対策所の居住性を確保するため、緊急時
対策建屋換気設備を設ける設計とする。

【3.1.1 緊急時対策建屋換気設備】
・緊急時対策所の緊急時対策建屋換気設備の機能
に係る詳細設計について説明する。

【2.1 基本方針】
・緊急時対策所の構成，設計に関する基本方針に
ついて説明する。
・緊急時対策所の居住性に関する基本方針につい
て説明する。

【換気設備等】
【3.2.1 (1) 居住性確保のための換気設備運転】
・緊急時対策建屋換気設備の機能について説明す
る。
【3.2.1 (2) 緊急時対策建屋送風機】
・緊急時対策建屋送風機の機能について説明す
る。
【3.2.1 (3) 緊急時対策建屋フィルタユニット】
・緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋フィ
ルタユニットの機能について説明する。
【3.2.1 (4) 緊急時対策建屋加圧ユニット】
・緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋加圧
ユニットの機能について説明する。

【4.1.1 (1) 判断基準】
・緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価の判断
基準について説明する。
【4.1.1 (2) 想定事故】
・緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価の対象
となる重大事故について説明する。
【4.1.1 (3) 被ばく経路】
・７日間緊急時対策所に滞在するものとした実効
線量を評価したの被ばく経路図のイメージについ
て説明する。
【4.1.1 (4) 大気中への放出量評価】
・被ばく評価に用いる放射性物質の放出量の各事
象の想定について説明する。
【4.1.1 (5) 大気拡散の評価】
・被ばく評価に使用する相対濃度及び相対線量の
評価基準について説明する。

【4.1.2 (1) 実効線量の評価】
・被ばく経路毎の実効線量の評価について説明す
る。
【4.1.2 (2) 評価結果のまとめ】
・重大事故等時の緊急時対策所の対策要員に及ぼ
す実効線量の内訳について説明する。
【4.1.2 (3) 判断基準への適合性】
・重大事故等時の緊急時対策所の対策要員の被ば
く評価結果について説明する。

「Ⅵ-1-1-3-8-3-7　設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書（緊急時対策所）」にて，詳細を展
開する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

41

  緊急時対策建屋換気設備は，居住性を確保するため，外気取入加圧モー
ドとして，放射性物質の取り込みを低減できるよう緊急時対策建屋フィル
タユニットを経て外気を取り入れるとともに，緊急時対策所を加圧し，放
射性物質の流入を低減できる設計とする。

機能要求①

42

　緊急時対策建屋換気設備は，重大事故等の発生に伴い放射性物質の放出
を確認した場合には，再循環モードとして，緊急時対策建屋換気設備の給
気側及び排気側のダンパを閉止し，外気の取り入れを遮断し，緊急時対策
建屋フィルタユニットを通して緊急時対策建屋内の空気を再循環できる設
計とする。

機能要求①

43
　また，気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出するおそれがある場
合は，緊急時対策建屋加圧ユニットから空気を供給することで待機室内を
加圧し，放射性物質の流入を防止できる設計とする。

機能要求①

44

　緊急時対策建屋換気設備のうち，緊急時対策建屋加圧ユニットは，軽作
業による二酸化炭素発生量及び「労働安全衛生規則」で定める二酸化炭素
の許容濃度を考慮して算出した必要換気量を踏まえ，必要な非常時対策組
織の要員が一定期間とどまるために必要となる容量を有する設計とする。

機能要求①
機能要求➁
評価要求

45
　緊急時対策建屋換気設備のうち，対策本部室差圧計及び待機室差圧計
は，緊急時対策所の各部屋が正圧を維持した状態であることを監視できる
設計とする。

設置要求
機能要求➁

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 ―

緊急時対策建屋換気設備
（送風機）
（排風機）
（フィルタユニット）
（主配管（ダクト・ダンパ））（ワンスルー）
（対策本部室差圧計）
（監視制御盤）

― ― ―

〇 ―

緊急時対策建屋換気設備
（送風機）
（排風機）
（フィルタユニット）
（主配管（ダクト・ダンパ））（再循環ライン）
（対策本部室差圧計）
（監視制御盤）

― ― ―

〇 ―

緊急時対策建屋換気設備
（加圧ユニット）
（加圧ユニット配管・弁）
（待機室差圧計）

― ― ―

〇 ―

緊急時対策建屋換気設備
（加圧ユニット弁）

【機能要求②】
（加圧ユニット）
（加圧ユニット配管）

― ―

＜容器＞
・容量

＜主配管＞
・外径，厚さ

〇 ―
緊急時対策建屋換気設備
（対策本部室差圧計）
（待機室差圧計）

― ―
＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲

【緊急時対策所の機能】
【2.2 (1) 居住性の確保に関する機能】
・緊急時対策所の居住性の確保に関する基本方針
について説明する。
・緊急時対策所の居住性を確保するため、緊急時
対策建屋換気設備を設ける設計とする。

【3.1 居住性の確保】
・緊急時対策所の居住性を確保する機能に係る詳
細設計について説明する。
・緊急時対策所の居住性を確保するため、緊急時
対策建屋換気設備を設ける設計とする。

【3.1.1 緊急時対策建屋換気設備】
・緊急時対策所の緊急時対策建屋換気設備の機能
に係る詳細設計について説明する。

【2.1 基本方針】
・緊急時対策所の構成，設計に関する基本方針に
ついて説明する。
・緊急時対策所の居住性に関する基本方針につい
て説明する。

【換気設備等】
【3.2.1 (1) 居住性確保のための換気設備運転】
・緊急時対策建屋換気設備の機能について説明す
る。
【3.2.1 (2) 緊急時対策建屋送風機】
・緊急時対策建屋送風機の機能について説明す
る。
【3.2.1 (3) 緊急時対策建屋フィルタユニット】
・緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋フィ
ルタユニットの機能について説明する。
【3.2.1 (4) 緊急時対策建屋加圧ユニット】
・緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋加圧
ユニットの機能について説明する。

【4.1.1 (1) 判断基準】
・緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価の判断
基準について説明する。
【4.1.1 (2) 想定事故】
・緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価の対象
となる重大事故について説明する。
【4.1.1 (3) 被ばく経路】
・７日間緊急時対策所に滞在するものとした実効
線量を評価したの被ばく経路図のイメージについ
て説明する。
【4.1.1 (4) 大気中への放出量評価】
・被ばく評価に用いる放射性物質の放出量の各事
象の想定について説明する。
【4.1.1 (5) 大気拡散の評価】
・被ばく評価に使用する相対濃度及び相対線量の
評価基準について説明する。

【4.1.2 (1) 実効線量の評価】
・被ばく経路毎の実効線量の評価について説明す
る。
【4.1.2 (2) 評価結果のまとめ】
・重大事故等時の緊急時対策所の対策要員に及ぼ
す実効線量の内訳について説明する。
【4.1.2 (3) 判断基準への適合性】
・重大事故等時の緊急時対策所の対策要員の被ば
く評価結果について説明する。

「Ⅵ-1-1-3-8-3-7　設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書（緊急時対策所）」にて，詳細を展
開する。

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
2.2 緊急時対策所の機能
(1) 居住性の確保に関する機能
3.緊急時対策所の機能に係る詳細設計
3.1 居住性の確保
3.1.1 緊急時対策建屋換気設備

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
2.1 基本方針

3.2 換気設備等
3.2.1 緊急時対策建屋換気設備
(1) 居住性確保のための換気設備運転
(2) 緊急時対策建屋送風機
(3) 緊急時対策建屋フィルタユニット
(4) 緊急時対策建屋加圧ユニット

4. 緊急時対策所の居住性評価
4.1 線量評価
4.1.1 評価方針
(1) 判断基準
(2) 想定事故
(3) 被ばく経路
(4) 大気中への放出量評価
(5) 大気拡散の評価
4.1.2 線量計算
(1) 実効線量の評価
(2) 評価結果のまとめ
(3) 判断基準への適合性

Ⅵ-1-1-3-8-3-7
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（緊急
時対策所）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

46
　緊急時対策建屋換気設備は，共通要因によって制御室と同時にその機能
が損なわれるおそれがないよう，離隔距離を確保することで，制御室に対
して独立性を有する設計とする。

機能要求①
緊急時対策建屋換気設備
（許可文中、第9.16-2表(1)、第9.16-4図）

設計方針（共通要因故
障に対する考慮等（常
設重大事故等対処設
備））

― ― ― ― ―

47
　緊急時対策建屋換気設備は，共通要因によって制御室と同時にその機能
が損なわれるおそれがないよう，緊急時対策建屋に設置することにより，
制御室と位置的分散を図る設計とする。

設置要求
緊急時対策建屋換気設備
（許可文中、第9.16-2表(1)、第9.16-4図）

設計方針（共通要因故
障に対する考慮等（常
設重大事故等対処設
備））

― ― ― ― ―

48
　緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋送風機は，多重性を有する設
計とする。

機能要求①
緊急時対策建屋換気設備
（送風機）

設計方針（共通要因故
障に対する考慮等（常
設重大事故等対処設
備））

― ― ― ― ―

49
　緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋排風機は2台で緊急時対策建
屋内を換気するために必要な換気容量を有するものを合計4台設置するこ
とで多重性を有する設計とする。

機能要求①
緊急時対策建屋換気設備
（排風機）

設計方針（共通要因故
障に対する考慮等（常
設重大事故等対処設
備））

― ― ― ― ―

50
　緊急時対策建屋換気設備は，他の設備から独立して単独で使用可能なこ
とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
緊急時対策建屋換気設備
（許可文中、第9.16-2表(1)、第9.16-4図）

設計方針（悪影響防
止）

― ― ― ― ―

51
　緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋送風機及び緊急時対策建屋排
風機は，回転体が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさな
い設計とする。

機能要求①
緊急時対策建屋換気設備
（送風機）
（排風機）

設計方針（悪影響防
止）

― ― ― ― ―

52

　緊急時対策建屋換気設備は，MOX燃料加工施設と共用する。
　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋換気設備は，再処理施設及
びMOX燃料加工施設における重大事故等対処に同時に対処することを考慮
し，十分な数量及び容量を確保することで，共用によって重大事故等時の
対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
緊急時対策建屋換気設備
（許可文中、第9.16-2表(1)、第9.16-4図）

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

― ― ― ― ―

53

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋
送風機は，緊急時対策所内の居住性を確保するために必要な台数及び動的
機器の単一故障を考慮した予備を含めた台数を有する設計とする。また，
緊急時対策建屋フィルタユニットは，緊急時対策所内の居住性を確保する
ために必要な基数及び故障時のバックアップを含めた基数を有する設計と
する。

機能要求②
緊急時対策建屋換気設備
（送風機）
（フィルタユニット）

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

― ― ― ― ―

54

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋
排風機は，緊急時対策所内の居住性を確保するために必要な2台を有する
設計とするとともに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた4台を
有する設計とする。

機能要求①
緊急時対策建屋換気設備
（排風機）

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

― ― ― ― ―

55

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋
加圧ユニットは，気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出するおそれ
がある場合において，待機室の居住性を確保するため，待機室を正圧化
し，待機室内へ気体状の放射性物質の侵入を防止するとともに，酸素濃度
及び二酸化炭素濃度を活動に支障がない範囲に維持するために必要となる
容量を有する設計とする。

機能要求➁

緊急時対策建屋換気設備

【機能要求②】
（加圧ユニット）
（加圧ユニット配管・弁）

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））
評価

― ― ― ― ―

56
　緊急時対策建屋換気設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる緊
急時対策建屋に設置し，風(台風)等により重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

設置要求 基本方針
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.4 環境条件等
(3) 自然現象により発生する荷重による影響
a.常設重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-1-4-4-2
火山への配慮が必要な施設の強度計算書

【環境条件等】
【2.4 (3) 自然現象により発生する荷重による影
響】
・常設重大事故等対処設備に対するに自然現象か
らの防護方針を説明する。

「Ⅵ-1-1-1-4-4-2　火山への配慮が必要な施設の
強度計算書」にて，詳細を展開する。

― ― ― ― ―

57
　緊急時対策建屋換気設備は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの
設置及び被水防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

緊急時対策建屋換気設備
（許可文中、第9.16-2表(1)、第9.16-4図）
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.4 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【環境条件等】
【2.4 (1) 環境条件】
・常設重大事故等対処設備に対するに周辺機器等
からの悪影響のうち，溢水及び火災からの防護方
針を説明する。 ― ― ― ― ―

58

　緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋送風機及び緊急時対策建屋排
風機は，通常時において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するた
め，独立して動作確認及び分解点検が可能な設計とする。
  また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

機能要求①
緊急時対策建屋換気設備
（送風機）
（排風機）

設計方針（試験・検
査）

― ― ― ― ―

59

　緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋フィルタユニットは，通常時
において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，外観点検が
可能な設計とする。
  また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

機能要求①
緊急時対策建屋換気設備
（フィルタユニット）

設計方針（試験・検
査）

― ― ― ― ―

60

　緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋加圧ユニットは，通常時にお
いて，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，外観点検及び漏
えい確認が可能な設計とする。
  また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

機能要求①
緊急時対策建屋換気設備
（加圧ユニット）
（加圧ユニット配管・弁）

設計方針（試験・検
査）

― ― ― ― ―

61

　緊急時対策建屋換気設備の対策本部室差圧計及び待機室差圧計は，通常
時において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，校正，動
作確認及び外観点検が可能な設計とする。
  また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

機能要求①
緊急時対策建屋換気設備
（対策本部室差圧計）
（待機室差圧計）

設計方針（試験・検
査）

― ― ― ― ―

62

7.3.9.2 緊急時対策建屋環境測定設備

　緊急時対策建屋環境測定設備は，重大事故等が発生した場合において，
当該重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員が，緊急時対策所
にとどまることができるよう，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度
計及び可搬型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事故等対処設備として設ける
設計とする。

機能要求①

緊急時対策建屋環境測定設備
（可搬型酸素濃度計）
（可搬型二酸化炭素濃度計）
（可搬型窒素酸化物濃度計）

基本方針
対象選定

― ― ― ― ―

63
　緊急時対策建屋環境測定設備は，重大事故等が発生した場合においても
緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が活動に
支障がない範囲にあることを把握できる設計とする。

機能要求①

緊急時対策建屋環境測定設備
（可搬型酸素濃度計）
（可搬型二酸化炭素濃度計）
（可搬型窒素酸化物濃度計）

基本方針 ― ― ― ― ―

64
　緊急時対策建屋環境測定設備は，共通要因によって制御室と同時にその
機能が損なわれるおそれがないよう，離隔距離を確保することで，制御室
に対して独立性を有する設計とする。

機能要求①

緊急時対策建屋環境測定設備
（可搬型酸素濃度計）
（可搬型二酸化炭素濃度計）
（可搬型窒素酸化物濃度計）

設計方針（共通要因故
障に対する考慮等（可
搬型重大事故等対処設
備））

― ― ― ― ―

65

　緊急時対策建屋環境測定設備は，共通要因によって制御室と同時にその
機能が損なわれるおそれがないように，故障時のバックアップを含めて必
要な数量を制御室を設置する制御建屋から100m以上の離隔距離を確保した
外部保管エリアに保管するとともに，緊急時対策建屋にも保管することで
位置的分散を図る設計とする。

設置要求

緊急時対策建屋環境測定設備
（可搬型酸素濃度計）
（可搬型二酸化炭素濃度計）
（可搬型窒素酸化物濃度計）

設計方針（共通要因故
障に対する考慮等（可
搬型重大事故等対処設
備））

― ― ― ― ―

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
3.1.3 緊急時対策建屋環境測定設備

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
3.3 緊急時対策建屋環境測定設備

Ⅵ-1-1-3-8-3-7
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（緊急
時対策所）

【3.1.3 緊急時対策建屋環境測定設備】
・緊急時対策所の緊急時対策建屋環境測定設備の
機能について説明する。

【3.3 緊急時対策建屋環境測定設備】
・緊急時対策建屋環境測定設備の機能について説
明する。

「Ⅵ-1-1-3-8-3-7　設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書（緊急時対策所）」にて，詳細を展
開する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散
b. 可搬型重大事故等対処設備

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (1) 多様性，位置的分散】
・可搬型重大事故等対処設備の多様性，独立性，
位置的分散の考慮を説明する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散
a.常設重大事故等対処設備

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (1)多様性，位置的分散】
・常設重大事故等対処設備の多様性，独立性，位
置的分散の考慮を説明する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

Ⅵ-1-1-3-8-3-7
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（緊急
時対策所）

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (2) 悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響についての考慮を説明する。

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (2) 悪影響防止】
・重大事故等対処設備の系統的な悪影響について
の考慮を説明する。
・重大事故等対処設備が内部発生飛散物として、
他の設備へ与える悪影響に対する考慮を説明す
る。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.5 操作性及び試験・検査性
(2) 試験・検査性

【操作性及び試験・検査性】
【2.4 (2) 試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性を説明す
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

46
　緊急時対策建屋換気設備は，共通要因によって制御室と同時にその機能
が損なわれるおそれがないよう，離隔距離を確保することで，制御室に対
して独立性を有する設計とする。

機能要求①

47
　緊急時対策建屋換気設備は，共通要因によって制御室と同時にその機能
が損なわれるおそれがないよう，緊急時対策建屋に設置することにより，
制御室と位置的分散を図る設計とする。

設置要求

48
　緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋送風機は，多重性を有する設
計とする。

機能要求①

49
　緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋排風機は2台で緊急時対策建
屋内を換気するために必要な換気容量を有するものを合計4台設置するこ
とで多重性を有する設計とする。

機能要求①

50
　緊急時対策建屋換気設備は，他の設備から独立して単独で使用可能なこ
とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

51
　緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋送風機及び緊急時対策建屋排
風機は，回転体が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさな
い設計とする。

機能要求①

52

　緊急時対策建屋換気設備は，MOX燃料加工施設と共用する。
　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋換気設備は，再処理施設及
びMOX燃料加工施設における重大事故等対処に同時に対処することを考慮
し，十分な数量及び容量を確保することで，共用によって重大事故等時の
対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

53

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋
送風機は，緊急時対策所内の居住性を確保するために必要な台数及び動的
機器の単一故障を考慮した予備を含めた台数を有する設計とする。また，
緊急時対策建屋フィルタユニットは，緊急時対策所内の居住性を確保する
ために必要な基数及び故障時のバックアップを含めた基数を有する設計と
する。

機能要求②

54

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋
排風機は，緊急時対策所内の居住性を確保するために必要な2台を有する
設計とするとともに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた4台を
有する設計とする。

機能要求①

55

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋
加圧ユニットは，気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出するおそれ
がある場合において，待機室の居住性を確保するため，待機室を正圧化
し，待機室内へ気体状の放射性物質の侵入を防止するとともに，酸素濃度
及び二酸化炭素濃度を活動に支障がない範囲に維持するために必要となる
容量を有する設計とする。

機能要求➁

56
　緊急時対策建屋換気設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる緊
急時対策建屋に設置し，風(台風)等により重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

設置要求

57
　緊急時対策建屋換気設備は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの
設置及び被水防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

58

　緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋送風機及び緊急時対策建屋排
風機は，通常時において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するた
め，独立して動作確認及び分解点検が可能な設計とする。
  また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

機能要求①

59

　緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋フィルタユニットは，通常時
において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，外観点検が
可能な設計とする。
  また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

機能要求①

60

　緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋加圧ユニットは，通常時にお
いて，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，外観点検及び漏
えい確認が可能な設計とする。
  また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

機能要求①

61

　緊急時対策建屋換気設備の対策本部室差圧計及び待機室差圧計は，通常
時において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，校正，動
作確認及び外観点検が可能な設計とする。
  また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

機能要求①

62

7.3.9.2 緊急時対策建屋環境測定設備

　緊急時対策建屋環境測定設備は，重大事故等が発生した場合において，
当該重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員が，緊急時対策所
にとどまることができるよう，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度
計及び可搬型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事故等対処設備として設ける
設計とする。

機能要求①

63
　緊急時対策建屋環境測定設備は，重大事故等が発生した場合においても
緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が活動に
支障がない範囲にあることを把握できる設計とする。

機能要求①

64
　緊急時対策建屋環境測定設備は，共通要因によって制御室と同時にその
機能が損なわれるおそれがないよう，離隔距離を確保することで，制御室
に対して独立性を有する設計とする。

機能要求①

65

　緊急時対策建屋環境測定設備は，共通要因によって制御室と同時にその
機能が損なわれるおそれがないように，故障時のバックアップを含めて必
要な数量を制御室を設置する制御建屋から100m以上の離隔距離を確保した
外部保管エリアに保管するとともに，緊急時対策建屋にも保管することで
位置的分散を図る設計とする。

設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 ―
緊急時対策建屋換気設備
（許可文中、第9.16-2表(1)、第9.16-4図）

― ― ―

〇 ―
緊急時対策建屋換気設備
（許可文中、第9.16-2表(1)、第9.16-4図）

― ― ―

〇 ―
緊急時対策建屋換気設備
（送風機）

― ― ―

〇 ―
緊急時対策建屋換気設備
（排風機）

― ― ―

〇 ―
緊急時対策建屋換気設備
（許可文中、第9.16-2表(1)、第9.16-4図）

― ― ―

〇 ―
緊急時対策建屋換気設備
（送風機）
（排風機）

― ― ―

〇 ―
緊急時対策建屋換気設備
（許可文中、第9.16-2表(1)、第9.16-4図）

― ― ―

〇 ―
緊急時対策建屋換気設備
（送風機）
（フィルタユニット）

― ―

＜ファン＞
・容量

＜フィルタ＞
・容量
・効率

〇 ―
緊急時対策建屋換気設備
（排風機）

― ― ―

〇 ―

緊急時対策建屋換気設備
（加圧ユニット弁）

【機能要求②】
（加圧ユニット）
（加圧ユニット配管）

― ―

＜容器＞
・容量

＜主配管＞
・外径，厚さ

〇 ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.4 環境条件等
(3) 自然現象により発生する荷重による影響
a.常設重大事故等対処設備

Ⅴ-4-別添1-1
竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針

Ⅵ-1-1-1-4-4-2
火山への配慮が必要な施設の強度計算書

【環境条件等】
【2.4 (3) 自然現象により発生する荷重による影
響】
・常設重大事故等対処設備に対するに自然現象か
らの防護方針を説明する。

「Ⅴ-4-別添1-1　竜巻への配慮が必要な施設の強
度計算の方針」にて，詳細を展開する。

「Ⅵ-1-1-1-4-4-2　火山への配慮が必要な施設の
強度計算書」にて，詳細を展開する。

〇 ―
緊急時対策建屋換気設備
（許可文中、第9.16-2表(1)、第9.16-4図）

― ―

＜容器，ファ
ン，フィルタ，
計測装置＞
・取付箇所

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.4 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【環境条件等】
【2.4 (1) 環境条件】
・常設重大事故等対処設備に対するに周辺機器等
からの悪影響のうち，溢水及び火災からの防護方
針を説明する。

〇 ―
緊急時対策建屋換気設備
（送風機）
（排風機）

― ― ―

〇 ―
緊急時対策建屋換気設備
（フィルタユニット）

― ― ―

〇 ―
緊急時対策建屋換気設備
（加圧ユニット）
（加圧ユニット配管・弁）

― ― ―

〇 ―
緊急時対策建屋換気設備
（対策本部室差圧計）
（待機室差圧計）

― ― ―

〇 ―

緊急時対策建屋環境測定設備
（可搬型酸素濃度計）
（可搬型二酸化炭素濃度計）
（可搬型窒素酸化物濃度計）

― ― ―

〇 ―

緊急時対策建屋環境測定設備
（可搬型酸素濃度計）
（可搬型二酸化炭素濃度計）
（可搬型窒素酸化物濃度計）

― ― ―

〇 ―

緊急時対策建屋環境測定設備
（可搬型酸素濃度計）
（可搬型二酸化炭素濃度計）
（可搬型窒素酸化物濃度計）

― ― ―

〇 ―

緊急時対策建屋環境測定設備
（可搬型酸素濃度計）
（可搬型二酸化炭素濃度計）
（可搬型窒素酸化物濃度計）

― ― ―

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (2) 悪影響防止】
・重大事故等対処設備の系統的な悪影響について
の考慮を説明する。
・重大事故等対処設備が内部発生飛散物として、
他の設備へ与える悪影響に対する考慮を説明す
る。

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
3.1.3 緊急時対策建屋環境測定設備

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
3.3 緊急時対策建屋環境測定設備

Ⅵ-1-1-3-8-3-7
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（緊急
時対策所）

【3.1.3 緊急時対策建屋環境測定設備】
・緊急時対策所の緊急時対策建屋環境測定設備の
機能について説明する。

【3.3 緊急時対策建屋環境測定設備】
・緊急時対策建屋環境測定設備の機能について説
明する。

「Ⅵ-1-1-3-8-3-7　設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書（緊急時対策所）」にて，詳細を展
開する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散
b. 可搬型重大事故等対処設備

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (1) 多様性，位置的分散】
・可搬型重大事故等対処設備の多様性，独立性，
位置的分散の考慮を説明する。

【操作性及び試験・検査性】
【2.4 (2) 試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性を説明す
る。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.5 操作性及び試験・検査性
(2) 試験・検査性

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散
a.常設重大事故等対処設備

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (1)多様性，位置的分散】
・常設重大事故等対処設備の多様性，独立性，位
置的分散の考慮を説明する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

Ⅵ-1-1-3-8-3-7
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（緊急
時対策所）

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (2) 悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響についての考慮を説明する。

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

66
　緊急時対策建屋環境測定設備は，他の設備から独立して単独で使用可能
なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

緊急時対策建屋環境測定設備
（可搬型酸素濃度計）
（可搬型二酸化炭素濃度計）
（可搬型窒素酸化物濃度計）

設計方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (2) 悪影響防止】
・重大事故等対処設備の系統的な悪影響について
の考慮を説明する。 ― ― ― ― ―

67

　緊急時対策建屋環境測定設備は，MOX燃料加工施設と共用する。
 MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋環境測定設備は，再処理施設
及びMOX燃料加工施設における重大事故等対処に同時に対処することを考
慮し，十分な台数を確保することで，共用によって重大事故等時の対処に
影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

緊急時対策建屋環境測定設備
（可搬型酸素濃度計）
（可搬型二酸化炭素濃度計）
（可搬型窒素酸化物濃度計）

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

― ― ― ― ―

68

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋環境測定設備は，緊急時対
策所の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が活動に支障がない
範囲内であることの測定をするために必要な1台を有する設計とするとと
もに，保有数は，必要数として1台，予備として故障時及び点検保守によ
る待機除外時のバックアップを2台の合計3台を確保する設計とする。

機能要求①

緊急時対策建屋環境測定設備
（可搬型酸素濃度計）
（可搬型二酸化炭素濃度計）
（可搬型窒素酸化物濃度計）

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

― ― ― ― ―

69
　緊急時対策建屋環境測定設備は，外部からの衝撃による損傷を防止でき
る緊急時対策建屋及び第1保管庫・貯水所に保管し，風(台風)等により重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.4 環境条件等
(3) 自然現象により発生する荷重による影響
a.常設重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-1-4-4-2
火山への配慮が必要な施設の強度計算書

【環境条件等】
【2.4 (3) 自然現象により発生する荷重による影
響】
・可搬型重大事故等対処設備に対するに自然現象
からの防護方針を説明する。

「Ⅵ-1-1-1-4-4-2　火山への配慮が必要な施設の
強度計算書」にて，詳細を展開する。

― ― ― ― ―

70
　緊急時対策建屋環境測定設備は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さ
への保管及び被水防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

機能要求①
設置要求
運用要求

緊急時対策建屋環境測定設備
（可搬型酸素濃度計）
（可搬型二酸化炭素濃度計）
（可搬型窒素酸化物濃度計）
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

― ― ― ― ―

71
　緊急時対策建屋環境測定設備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，緊急
時対策建屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することによ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

― ― ― ― ―

72
　緊急時対策建屋環境測定設備は，想定される重大事故等が発生した場合
においても操作に支障がないように，当該設備の設置場所で操作可能な設
計とする。

設置要求

緊急時対策建屋環境測定設備
（可搬型酸素濃度計）
（可搬型二酸化炭素濃度計）
（可搬型窒素酸化物濃度計）

設計方針（環境条件等
（重大事故等対処設備
の設置場所））

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.4 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【環境条件等】
【2.4 (1) 環境条件】
・重大事故等対処設備の設置場所等における放射
線による影響対策について説明する。

― ― ― ― ―

73

　緊急時対策建屋環境測定設備は，通常時において，重大事故等への対処
に必要な機能を確認するため，校正，動作確認及び外観点検が可能な設計
とする。
  また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

機能要求①

緊急時対策建屋環境測定設備
（可搬型酸素濃度計）
（可搬型二酸化炭素濃度計）
（可搬型窒素酸化物濃度計）

設計方針（試験・検
査）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.5 操作性及び試験・検査性
(2) 試験・検査性

【操作性及び試験・検査性】
【2.5 (2) 試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性を説明す
る。

― ― ― ― ―

75
　緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モニタリング設備は，可搬
型エリアモニタ，可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベ
イメータで構成する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

76
　緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モニタリング設備は，重大
事故等が発生した場合においても緊急時対策所内の線量率及び放射性物質
濃度を把握できる設計とする。

機能要求①
機能要求➁

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」
（可搬型ダストサンプラ）
　
【機能要求②】
（可搬型エリアモニタ）
（アルファ・ベータ線用サーベイメータ）

基本方針
設計方針（放射線計測
設備）

7.3.9.3 緊急時対策建屋放射線計測設備

　重大事故等が発生した場合において，当該重大事故等に対処するために
必要な指示を行う要員がとどまることができるよう，緊急時対策建屋放射
線計測設備として可搬型屋内モニタリング設備及び可搬型環境モニタリン
グ設備を可搬型重大事故等対処設備として設ける設計とする。

74

―

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
3. 緊急時対策所の機能に係る詳細設計
3.1.4 緊急時対策建屋放射線計測設備
3.1.4.1 緊急時対策建屋の線量当量率を計測する
装置
3.1.4.2 計測範囲及び警報動作範囲

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
3.4 緊急時対策建屋放射線計測設備
(1) 可搬型屋内モニタリング設備
(2) 可搬型環境モニタリング設備

Ⅵ-1-1-3-8-3-7
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（緊急
時対策所）

【3.1.4.1 緊急時対策建屋の線量当量率を計測す
る装置】
・緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モ
ニタリング設備及び可搬型環境モニタリング設備
の機能について説明する。

【3.1.4.2 計測範囲及び警報動作範囲】
・緊急時対策建屋放射線計測設備の構成，計測範
囲及び警報動作範囲について説明する。
・緊急時対策建屋放射線計測設備の計測結果の表
示，記録，保存及び外部電源が喪失した場合の計
測について説明する。

【3.4 緊急時対策建屋放射線計測設備】
・緊急時対策建屋放射線計測設備の機能について
説明する。
【3.4 (1) 可搬型屋内モニタリング設備】
・可搬型屋内モニタリング設備の機能について説
明する。
【3.4 (2) 可搬型環境モニタリング設備】
・可搬型環境モニタリング設備の機能について説
明する。

「Ⅵ-1-1-3-8-3-7　設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書（緊急時対策所）」にて，詳細を展
開する。

― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

Ⅵ-1-1-3-8-3-7
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（緊急
時対策所）

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (2) 悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響についての考慮を説明する。

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【環境条件等】
【2.4 (1) 環境条件】
・可搬型重大事故等対処設備に対するに周辺機器
等からの悪影響のうち，溢水及び火災からの防護
方針を説明する。
・重大事故等対処設備に対する周辺機器等からの
影響のうち内部発生飛散物に対する防護方針を説
明する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.4 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【3.1.4.1 緊急時対策建屋の線量当量率を計測す
る装置】
・緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モ
ニタリング設備及び可搬型環境モニタリング設備
の機能について説明する。
【3.1.4.2 計測範囲及び警報動作範囲】
・緊急時対策建屋放射線計測設備の構成，計測範
囲及び警報動作範囲について説明する。
・緊急時対策建屋放射線計測設備の計測結果の表
示，記録，保存及び外部電源が喪失した場合の計
測について説明する。

【3.4 緊急時対策建屋放射線計測設備】
【3.4 緊急時対策建屋放射線計測設備】
・緊急時対策建屋放射線計測設備の機能について
説明する。
【3.4 (1) 可搬型屋内モニタリング設備】
・可搬型屋内モニタリング設備の機能について説
明する。
【3.4 (2) 可搬型環境モニタリング設備】
・可搬型環境モニタリング設備の機能について説
明する。

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
3.1.4 緊急時対策建屋放射線計測設備
3.1.4.1 緊急時対策建屋の線量当量率を計測する
装置
3.1.4.2 計測範囲及び警報動作範囲

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
3.4 緊急時対策建屋放射線計測設備
(1) 可搬型屋内モニタリング設備
(2) 可搬型環境モニタリング設備

基本方針
対象選定

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」
（可搬型エリアモニタ）
（アルファ・ベータ線用サーベイメータ）
（可搬型ダストサンプラ）

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型環境モニタリング設備」
（可搬型線量率計）
（可搬型ダストモニタ）
（可搬型発電機）
（可搬型データ伝送装置）

設置要求 ――― ――

643



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

66
　緊急時対策建屋環境測定設備は，他の設備から独立して単独で使用可能
なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

67

　緊急時対策建屋環境測定設備は，MOX燃料加工施設と共用する。
 MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋環境測定設備は，再処理施設
及びMOX燃料加工施設における重大事故等対処に同時に対処することを考
慮し，十分な台数を確保することで，共用によって重大事故等時の対処に
影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

68

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋環境測定設備は，緊急時対
策所の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が活動に支障がない
範囲内であることの測定をするために必要な1台を有する設計とするとと
もに，保有数は，必要数として1台，予備として故障時及び点検保守によ
る待機除外時のバックアップを2台の合計3台を確保する設計とする。

機能要求①

69
　緊急時対策建屋環境測定設備は，外部からの衝撃による損傷を防止でき
る緊急時対策建屋及び第1保管庫・貯水所に保管し，風(台風)等により重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

70
　緊急時対策建屋環境測定設備は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さ
への保管及び被水防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

機能要求①
設置要求
運用要求

71
　緊急時対策建屋環境測定設備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，緊急
時対策建屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することによ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

72
　緊急時対策建屋環境測定設備は，想定される重大事故等が発生した場合
においても操作に支障がないように，当該設備の設置場所で操作可能な設
計とする。

設置要求

73

　緊急時対策建屋環境測定設備は，通常時において，重大事故等への対処
に必要な機能を確認するため，校正，動作確認及び外観点検が可能な設計
とする。
  また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

機能要求①

75
　緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モニタリング設備は，可搬
型エリアモニタ，可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベ
イメータで構成する。

冒頭宣言

76
　緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モニタリング設備は，重大
事故等が発生した場合においても緊急時対策所内の線量率及び放射性物質
濃度を把握できる設計とする。

機能要求①
機能要求➁

7.3.9.3 緊急時対策建屋放射線計測設備

　重大事故等が発生した場合において，当該重大事故等に対処するために
必要な指示を行う要員がとどまることができるよう，緊急時対策建屋放射
線計測設備として可搬型屋内モニタリング設備及び可搬型環境モニタリン
グ設備を可搬型重大事故等対処設備として設ける設計とする。

74 設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 ―

緊急時対策建屋環境測定設備
（可搬型酸素濃度計）
（可搬型二酸化炭素濃度計）
（可搬型窒素酸化物濃度計）

― ― ―

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (2) 悪影響防止】
・重大事故等対処設備の系統的な悪影響について
の考慮を説明する。

〇 ―

緊急時対策建屋環境測定設備
（可搬型酸素濃度計）
（可搬型二酸化炭素濃度計）
（可搬型窒素酸化物濃度計）

― ― ―

〇 ―

緊急時対策建屋環境測定設備
（可搬型酸素濃度計）
（可搬型二酸化炭素濃度計）
（可搬型窒素酸化物濃度計）

― ― ―

〇 ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.4 環境条件等
(3) 自然現象により発生する荷重による影響
a.常設重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-1-4-4-2
火山への配慮が必要な施設の強度計算書

【環境条件等】
【2.4 (3) 自然現象により発生する荷重による影
響】
・可搬型重大事故等対処設備に対するに自然現象
からの防護方針を説明する。

「Ⅵ-1-1-1-4-4-2　火山への配慮が必要な施設の
強度計算書」にて，詳細を展開する。

〇 ―

緊急時対策建屋環境測定設備
（可搬型酸素濃度計）
（可搬型二酸化炭素濃度計）
（可搬型窒素酸化物濃度計）

― ― ―

〇 ― 基本方針 ― ― ―

〇 ―

緊急時対策建屋環境測定設備
（可搬型酸素濃度計）
（可搬型二酸化炭素濃度計）
（可搬型窒素酸化物濃度計）

― ― ―

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.4 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【環境条件等】
【2.4 (1) 環境条件】
・重大事故等対処設備の設置場所等における放射
線による影響対策について説明する。

〇 ―

緊急時対策建屋環境測定設備
（可搬型酸素濃度計）
（可搬型二酸化炭素濃度計）
（可搬型窒素酸化物濃度計）

― ― ―

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.5 操作性及び試験・検査性
(2) 試験・検査性

【操作性及び試験・検査性】
【2.5 (2) 試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性を説明す
る。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.4 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【環境条件等】
【2.4 (1) 環境条件】
・可搬型重大事故等対処設備に対するに周辺機器
等からの悪影響のうち，溢水及び火災からの防護
方針を説明する。
・重大事故等対処設備に対する周辺機器等からの
影響のうち内部発生飛散物に対する防護方針を説
明する。

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
3. 緊急時対策所の機能に係る詳細設計
3.1.4 緊急時対策建屋放射線計測設備
3.1.4.1 緊急時対策建屋の線量当量率を計測する
装置
3.1.4.2 計測範囲及び警報動作範囲

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
3. 緊急時対策所の居住性を確保するための防護
措置
3.4 緊急時対策建屋放射線計測設備
(1) 可搬型屋内モニタリング設備
(2) 可搬型環境モニタリング設備

Ⅵ-1-1-3-8-3-7
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（緊急
時対策所）

【3.1.4.1 緊急時対策建屋の線量当量率を計測す
る装置】
・緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モ
ニタリング設備及び可搬型環境モニタリング設備
の機能について説明する。

【3.1.4.2 計測範囲及び警報動作範囲】
・緊急時対策建屋放射線計測設備の構成，計測範
囲及び警報動作範囲について説明する。
・緊急時対策建屋放射線計測設備の計測結果の表
示，記録，保存及び外部電源が喪失した場合の計
測について説明する。

【3.4 緊急時対策建屋放射線計測設備】
・緊急時対策建屋放射線計測設備の機能について
説明する。
【3.4 (1) 可搬型屋内モニタリング設備】
・可搬型屋内モニタリング設備の機能について説
明する。
【3.4 (2) 可搬型環境モニタリング設備】
・可搬型環境モニタリング設備の機能について説
明する。

「Ⅵ-1-1-3-8-3-7　設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書（緊急時対策所）」にて，詳細を展
開する。

〇 ―

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」
（可搬型ダストサンプラ）

【機能要求②】
（可搬型エリアモニタ）
（アルファ・ベータ線用サーベイメータ）

― ―

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (2) 悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響についての考慮を説明する。

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

Ⅵ-1-1-3-8-3-7
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（緊急
時対策所）

―〇 ―

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」
（可搬型エリアモニタ）
（アルファ・ベータ線用サーベイメータ）
（可搬型ダストサンプラ）

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型環境モニタリング設備」
（可搬型線量率計）
（可搬型ダストモニタ）
（可搬型発電機）
（可搬型データ伝送装置）

――

【3.1.4.1 緊急時対策建屋の線量当量率を計測す
る装置】
・緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モ
ニタリング設備及び可搬型環境モニタリング設備
の機能について説明する。
【3.1.4.2 計測範囲及び警報動作範囲】
・緊急時対策建屋放射線計測設備の構成，計測範
囲及び警報動作範囲について説明する。
・緊急時対策建屋放射線計測設備の計測結果の表
示，記録，保存及び外部電源が喪失した場合の計
測について説明する。

【3.4 緊急時対策建屋放射線計測設備】
【3.4 緊急時対策建屋放射線計測設備】
・緊急時対策建屋放射線計測設備の機能について
説明する。
【3.4 (1) 可搬型屋内モニタリング設備】
・可搬型屋内モニタリング設備の機能について説
明する。
【3.4 (2) 可搬型環境モニタリング設備】
・可搬型環境モニタリング設備の機能について説
明する。

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
3.1.4 緊急時対策建屋放射線計測設備
3.1.4.1 緊急時対策建屋の線量当量率を計測する
装置
3.1.4.2 計測範囲及び警報動作範囲

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
3.4 緊急時対策建屋放射線計測設備
(1) 可搬型屋内モニタリング設備
(2) 可搬型環境モニタリング設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

77
　緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリング設備は，可搬
型線量率計，可搬型ダストモニタ，可搬型データ伝送装置及び可搬型発電
機で構成する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
3.1.4 緊急時対策建屋放射線計測設備
3.1.4.1 緊急時対策建屋の線量当量率を計測する
装置
3.1.4.2 計測範囲及び警報動作範囲

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
3.4 緊急時対策建屋放射線計測設備
(1) 可搬型屋内モニタリング設備
(2) 可搬型環境モニタリング設備

【3.1.4.1 緊急時対策建屋の線量当量率を計測す
る装置】
・緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モ
ニタリング設備及び可搬型環境モニタリング設備
の機能について説明する。
【3.1.4.2 計測範囲及び警報動作範囲】
・緊急時対策建屋放射線計測設備の構成，計測範
囲及び警報動作範囲について説明する。
・緊急時対策建屋放射線計測設備の計測結果の表
示，記録，保存及び外部電源が喪失した場合の計
測について説明する。

【3.4 緊急時対策建屋放射線計測設備】
・緊急時対策建屋放射線計測設備の機能について
説明する。
【3.4 (1) 可搬型屋内モニタリング設備】
・可搬型屋内モニタリング設備の機能について説
明する。
【3.4 (2) 可搬型環境モニタリング設備】
・可搬型環境モニタリング設備の機能について説
明する。

― ― ― ― ―

79
　また，指示値を可搬型データ伝送装置により緊急時対策建屋情報把握設
備に伝送できる設計とする。

機能要求①
緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型環境モニタリング設備」
（可搬型データ伝送装置）

基本方針
設計方針（放射線計測
設備）

― ― ― ― ―

80
　可搬型線量率計，可搬型ダストモニタ及び可搬型データ伝送装置は，可
搬型発電機から受電できる設計とする。

機能要求①
緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型環境モニタリング設備」
（可搬型発電機）

基本方針
設計方針（放射線計測
設備）

― ― ― ― ―

81
　緊急時対策建屋放射線計測設備は，共通要因によって制御室と同時にそ
の機能が損なわれるおそれがないよう，離隔距離を確保することで，制御
室に対して独立性を有する設計とする。

機能要求①
緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」
「可搬型環境モニタリング設備」

設計方針（共通要因故
障に対する考慮等（可
搬型重大事故等対処設
備））

― ― ― ― ―

82

　緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリング設備は，共通
要因によって制御室と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，
故障時のバックアップを含めて必要な数量を制御室を設置する制御建屋か
ら100m以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して保管す
ることで位置的分散を図る設計とする。

設置要求
緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型環境モニタリング設備」

設計方針（共通要因故
障に対する考慮等（可
搬型重大事故等対処設
備））

― ― ― ― ―

83

　緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モニタリング設備は，共通
要因によって制御室と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，
故障時のバックアップを含めて必要な数量を制御室を設置する制御建屋か
ら100m以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，緊
急時対策建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求
緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」

設計方針（共通要因故
障に対する考慮等（可
搬型重大事故等対処設
備））

― ― ― ― ―

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型環境モニタリング設備」
（可搬型データ伝送装置）

【機能要求②】
（可搬型線量率計）
（可搬型ダストモニタ）
（可搬型発電機）

機能要求①
機能要求➁

　緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリング設備は，重大
事故等が発生した場合において，換気モードの切替判断を行うために，線
量率及び放射性物質濃度を把握できる設計とする。

78 ――― ―
基本方針
設計方針（放射線計測
設備）

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
3.1.4 緊急時対策建屋放射線計測設備
3.1.4.1 緊急時対策建屋の線量当量率を計測する
装置
3.1.4.2 計測範囲及び警報動作範囲

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
3.4 緊急時対策建屋放射線計測設備
(1) 可搬型屋内モニタリング設備
(2) 可搬型環境モニタリング設備

【3.1.4.1 緊急時対策建屋の線量当量率を計測す
る装置】
・緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モ
ニタリング設備及び可搬型環境モニタリング設備
の機能について説明する。
【3.1.4.2 計測範囲及び警報動作範囲】
・緊急時対策建屋放射線計測設備の構成，計測範
囲及び警報動作範囲について説明する。
・緊急時対策建屋放射線計測設備の計測結果の表
示，記録，保存及び外部電源が喪失した場合の計
測について説明する。

【3.4 緊急時対策建屋放射線計測設備】
・緊急時対策建屋放射線計測設備の機能について
説明する。
【3.4 (1) 可搬型屋内モニタリング設備】
・可搬型屋内モニタリング設備の機能について説
明する。
【3.4 (2) 可搬型環境モニタリング設備】
・可搬型環境モニタリング設備の機能について説
明する。

―

【3.1.4.1 緊急時対策建屋の線量当量率を計測す
る装置】
・緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モ
ニタリング設備及び可搬型環境モニタリング設備
の機能について説明する。

【3.1.4.2 計測範囲及び警報動作範囲】
・緊急時対策建屋放射線計測設備の構成，計測範
囲及び警報動作範囲について説明する。。
・緊急時対策建屋放射線計測設備の計測結果の表
示，記録，保存及び外部電源が喪失した場合の計
測について説明する。。

【3.4 緊急時対策建屋放射線計測設備】
・緊急時対策建屋放射線計測設備の機能について
説明する。
【3.4 (1) 可搬型屋内モニタリング設備】
・可搬型屋内モニタリング設備の機能について説
明する。
【3.4 (2) 可搬型環境モニタリング設備】
・可搬型環境モニタリング設備の機能について説
明する。

「Ⅵ-1-1-3-8-3-7　設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書（緊急時対策所）」にて，詳細を展
開する。

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
3.1.4 緊急時対策建屋放射線計測設備
3.1.4.1 緊急時対策建屋の線量当量率を計測する
装置
3.1.4.2 計測範囲及び警報動作範囲

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
3.4 緊急時対策建屋放射線計測設備
(1) 可搬型屋内モニタリング設備
(2) 可搬型環境モニタリング設備

Ⅵ-1-1-3-8-3-7
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（緊急
時対策所）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散
b.可搬型重大事故等対処設備

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (1) 多様性，位置的分散】
・可搬型重大事故等対処設備の多様性，独立性，
位置的分散の考慮を説明する。

645



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

77
　緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリング設備は，可搬
型線量率計，可搬型ダストモニタ，可搬型データ伝送装置及び可搬型発電
機で構成する。

冒頭宣言

79
　また，指示値を可搬型データ伝送装置により緊急時対策建屋情報把握設
備に伝送できる設計とする。

機能要求①

80
　可搬型線量率計，可搬型ダストモニタ及び可搬型データ伝送装置は，可
搬型発電機から受電できる設計とする。

機能要求①

81
　緊急時対策建屋放射線計測設備は，共通要因によって制御室と同時にそ
の機能が損なわれるおそれがないよう，離隔距離を確保することで，制御
室に対して独立性を有する設計とする。

機能要求①

82

　緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリング設備は，共通
要因によって制御室と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，
故障時のバックアップを含めて必要な数量を制御室を設置する制御建屋か
ら100m以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して保管す
ることで位置的分散を図る設計とする。

設置要求

83

　緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モニタリング設備は，共通
要因によって制御室と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，
故障時のバックアップを含めて必要な数量を制御室を設置する制御建屋か
ら100m以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，緊
急時対策建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求

機能要求①
機能要求➁

　緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリング設備は，重大
事故等が発生した場合において，換気モードの切替判断を行うために，線
量率及び放射性物質濃度を把握できる設計とする。

78

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 ―

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型環境モニタリング設備」
（可搬型線量率計）
（可搬型ダストモニタ）
（可搬型発電機）
（可搬型データ伝送装置）

― ― ―

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
3.1.4 緊急時対策建屋放射線計測設備
3.1.4.1 緊急時対策建屋の線量当量率を計測する
装置
3.1.4.2 計測範囲及び警報動作範囲

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
3.4 緊急時対策建屋放射線計測設備
(1) 可搬型屋内モニタリング設備
(2) 可搬型環境モニタリング設備

【3.1.4.1 緊急時対策建屋の線量当量率を計測す
る装置】
・緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モ
ニタリング設備及び可搬型環境モニタリング設備
の機能について説明する。
【3.1.4.2 計測範囲及び警報動作範囲】
・緊急時対策建屋放射線計測設備の構成，計測範
囲及び警報動作範囲について説明する。
・緊急時対策建屋放射線計測設備の計測結果の表
示，記録，保存及び外部電源が喪失した場合の計
測について説明する。

【3.4 緊急時対策建屋放射線計測設備】
・緊急時対策建屋放射線計測設備の機能について
説明する。
【3.4 (1) 可搬型屋内モニタリング設備】
・可搬型屋内モニタリング設備の機能について説
明する。
【3.4 (2) 可搬型環境モニタリング設備】
・可搬型環境モニタリング設備の機能について説
明する。

〇 ―
緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型環境モニタリング設備」
（可搬型データ伝送装置）

― ― ―

〇 ―
緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型環境モニタリング設備」
（可搬型発電機）

― ― ―

〇 ―
緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」
「可搬型環境モニタリング設備」

― ― ―

〇 ―
緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」

― ― ―

〇 ―
緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」

― ― ―

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散
b.可搬型重大事故等対処設備

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (1) 多様性，位置的分散】
・可搬型重大事故等対処設備の多様性，独立性，
位置的分散の考慮を説明する。

―〇 ―

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型環境モニタリング設備」
（可搬型データ伝送装置）

【機能要求②】
（可搬型線量率計）
（可搬型ダストモニタ）
（可搬型発電機）

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

―

【3.1.4.1 緊急時対策建屋の線量当量率を計測す
る装置】
・緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モ
ニタリング設備及び可搬型環境モニタリング設備
の機能について説明する。

【3.1.4.2 計測範囲及び警報動作範囲】
・緊急時対策建屋放射線計測設備の構成，計測範
囲及び警報動作範囲について説明する。。
・緊急時対策建屋放射線計測設備の計測結果の表
示，記録，保存及び外部電源が喪失した場合の計
測について説明する。。

【3.4 緊急時対策建屋放射線計測設備】
・緊急時対策建屋放射線計測設備の機能について
説明する。

「Ⅵ-1-1-3-8-3-7　設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書（緊急時対策所）」にて，詳細を展
開する。

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
3.1.4 緊急時対策建屋放射線計測設備
3.1.4.1 緊急時対策建屋の線量当量率を計測する
装置
3.1.4.2 計測範囲及び警報動作範囲

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
3.4 緊急時対策建屋放射線計測設備

Ⅵ-1-1-3-8-3-7
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（緊急
時対策所）

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
3.1.4 緊急時対策建屋放射線計測設備
3.1.4.1 緊急時対策建屋の線量当量率を計測する
装置
3.1.4.2 計測範囲及び警報動作範囲

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
3.4 緊急時対策建屋放射線計測設備
(1) 可搬型屋内モニタリング設備
(2) 可搬型環境モニタリング設備

【3.1.4.1 緊急時対策建屋の線量当量率を計測す
る装置】
・緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モ
ニタリング設備及び可搬型環境モニタリング設備
の機能について説明する。
【3.1.4.2 計測範囲及び警報動作範囲】
・緊急時対策建屋放射線計測設備の構成，計測範
囲及び警報動作範囲について説明する。
・緊急時対策建屋放射線計測設備の計測結果の表
示，記録，保存及び外部電源が喪失した場合の計
測について説明する。

【3.4 緊急時対策建屋放射線計測設備】
・緊急時対策建屋放射線計測設備の機能について
説明する。
【3.4 (1) 可搬型屋内モニタリング設備】
・可搬型屋内モニタリング設備の機能について説
明する。
【3.4 (2) 可搬型環境モニタリング設備】
・可搬型環境モニタリング設備の機能について説
明する。

646



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

84
　緊急時対策建屋放射線計測設備は，他の設備から独立して単独で使用可
能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」
「可搬型環境モニタリング設備」

設計方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (2) 悪影響防止】
・重大事故等対処設備の系統的な悪影響について
の考慮を説明する。

― ― ― ― ―

85

　緊急時対策建屋放射線計測設備は，MOX燃料加工施設と共用する。
  MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋放射線計測設備は，再処理
施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等対処に同時に対処すること
を考慮し，十分な台数を確保することで，共用によって重大事故等時の対
処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

― ― ― ― ―

86

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋
内モニタリング設備の可搬型エリアモニタ及びアルファ・ベータ線用サー
ベイメータ並びに可搬型環境モニタリング設備の可搬型線量率計及び可搬
型ダストモニタは，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員が
とどまることができることを確認するために必要な台数を有する設計とす
るとともに，保有数は，必要数及び予備として故障時のバックアップを含
め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求➁

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」
（可搬型エリアモニタ）
（アルファ・ベータ線用サーベイメータ）
「可搬型環境モニタリング設備」
（可搬型線量率計）
（可搬型ダストモニタ）

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

― ― ― ― ―

87

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋
内モニタリング設備の可搬型ダストサンプラ及び可搬型環境モニタリング
設備の可搬型データ伝送装置は，重大事故等に対処するために必要な指示
を行う要員がとどまることができることを確認するために必要な1台を有
する設計とするとともに，保有数は，必要数として1台，予備として故障
時のバックアップを1台の合計2台を確保する設計とする。

機能要求①

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」
（可搬型ダストサンプラ）
「可搬型環境モニタリング設備」
（可搬型データ伝送装置）

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

― ― ― ― ―

88

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環
境モニタリング設備の可搬型発電機は，可搬型線量率計，可搬型ダストモ
ニタ及び可搬型データ伝送装置に給電できる容量を有するとともに，保有
数は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守による待機除外時の
バックアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求➁
設置要求

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型環境モニタリング設備」
（可搬型発電機）

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

― ― ― ― ―

89

　緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モニタリング設備は，外部
からの衝撃による損傷を防止できる緊急時対策建屋及び第1保管庫・貯水
所に保管し，風(台風)等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

設置要求 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

90

　緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリング設備は，外部
からの衝撃による損傷を防止できる第1保管庫・貯水所及び第2保管庫・貯
水所に保管し，風(台風)等により重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

設置要求 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

91
　緊急時対策建屋放射線計測設備は，溢水量を考慮し，影響を受けない高
さへの保管及び被水防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求
運用要求

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」
「可搬型環境モニタリング設備」
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

― ― ― ― ―

92
　緊急時対策建屋放射線計測設備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，緊
急時対策建屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することによ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

― ― ― ― ―

93
　緊急時対策建屋放射線計測設備は，想定される重大事故等が発生した場
合においても操作に支障がないように，当該設備の設置場所で操作可能な
設計とする。

設置要求
緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」
「可搬型環境モニタリング設備」

設計方針（環境条件等
（重大事故等対処設備
の設置場所））

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.4 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【環境条件等】
【2.4 (1) 環境条件】
・重大事故等対処設備の設置場所等における放射
線による影響対策について説明する。

― ― ― ― ―

94

　緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モニタリング設備並びに可
搬型環境モニタリング設備の可搬型線量率計及び可搬型ダストモニタは，
通常時において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，校
正，動作確認及び外観点検が可能な設計とする。
  また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

機能要求①

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」
「可搬型環境モニタリング設備」
（可搬型線量率計）
（可搬型ダストモニタ）

設計方針（試験・検
査）

― ― ― ― ―

95

　緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリング設備の可搬型
データ伝送装置及び可搬型発電機は，通常時において，重大事故等への対
処に必要な機能を確認するため，動作確認及び外観点検が可能な設計とす
る。
  また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

機能要求①

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型環境モニタリング設備」
（可搬型データ伝送装置）
（可搬型発電機）

設計方針（試験・検
査）

― ― ― ― ―

96
　可搬型環境モニタリング設備は，「Ⅰ　Ⅰ-1　第２章　6.　放射線管理
施設」の監視測定用運搬車で運搬可能な設計とする。

定義 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ― ― ―

97
　緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリング設備の可搬型
発電機への燃料の補給は，「Ⅰ　Ⅰ-1　 第２章　7.1.1.11　補機駆動用
燃料補給設備」の軽油用タンクローリから燃料を補給可能な設計とする。

定義 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.5 操作性及び試験・検査性
(2) 試験・検査性

【操作性及び試験・検査性】
【2.5 (2) 試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性を説明す
る。

―

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.4 環境条件等
(3) 自然現象により発生する荷重による影響
b.可搬型重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-1-4-4-2
火山への配慮が必要な施設の強度計算書

【環境条件等】
【2.4 (3) 自然現象により発生する荷重による影
響】
・可搬型重大事故等対処設備に対するに自然現象
からの防護方針を説明する。

「Ⅵ-1-1-1-4-4-2 火山への配慮が必要な施設の
強度計算書」にて，詳細を展開する。

― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.4 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【環境条件等】
【2.4 (1) 環境条件】
・可搬型重大事故等対処設備に対するに周辺機器
等からの悪影響のうち，溢水及び火災からの防護
方針を説明する。
・重大事故等対処設備に対する周辺機器等からの
影響のうち内部発生飛散物に対する防護方針を説
明する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

Ⅵ-1-1-3-8-3-7
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（緊急
時対策所）

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (2) 悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響についての考慮を説明する。

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

84
　緊急時対策建屋放射線計測設備は，他の設備から独立して単独で使用可
能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

85

　緊急時対策建屋放射線計測設備は，MOX燃料加工施設と共用する。
  MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋放射線計測設備は，再処理
施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等対処に同時に対処すること
を考慮し，十分な台数を確保することで，共用によって重大事故等時の対
処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

86

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋
内モニタリング設備の可搬型エリアモニタ及びアルファ・ベータ線用サー
ベイメータ並びに可搬型環境モニタリング設備の可搬型線量率計及び可搬
型ダストモニタは，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員が
とどまることができることを確認するために必要な台数を有する設計とす
るとともに，保有数は，必要数及び予備として故障時のバックアップを含
め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求➁

87

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋
内モニタリング設備の可搬型ダストサンプラ及び可搬型環境モニタリング
設備の可搬型データ伝送装置は，重大事故等に対処するために必要な指示
を行う要員がとどまることができることを確認するために必要な1台を有
する設計とするとともに，保有数は，必要数として1台，予備として故障
時のバックアップを1台の合計2台を確保する設計とする。

機能要求①

88

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環
境モニタリング設備の可搬型発電機は，可搬型線量率計，可搬型ダストモ
ニタ及び可搬型データ伝送装置に給電できる容量を有するとともに，保有
数は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守による待機除外時の
バックアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求➁
設置要求

89

　緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モニタリング設備は，外部
からの衝撃による損傷を防止できる緊急時対策建屋及び第1保管庫・貯水
所に保管し，風(台風)等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

設置要求

90

　緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリング設備は，外部
からの衝撃による損傷を防止できる第1保管庫・貯水所及び第2保管庫・貯
水所に保管し，風(台風)等により重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

設置要求

91
　緊急時対策建屋放射線計測設備は，溢水量を考慮し，影響を受けない高
さへの保管及び被水防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求
運用要求

92
　緊急時対策建屋放射線計測設備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，緊
急時対策建屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することによ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

93
　緊急時対策建屋放射線計測設備は，想定される重大事故等が発生した場
合においても操作に支障がないように，当該設備の設置場所で操作可能な
設計とする。

設置要求

94

　緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モニタリング設備並びに可
搬型環境モニタリング設備の可搬型線量率計及び可搬型ダストモニタは，
通常時において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，校
正，動作確認及び外観点検が可能な設計とする。
  また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

機能要求①

95

　緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリング設備の可搬型
データ伝送装置及び可搬型発電機は，通常時において，重大事故等への対
処に必要な機能を確認するため，動作確認及び外観点検が可能な設計とす
る。
  また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

機能要求①

96
　可搬型環境モニタリング設備は，「Ⅰ　Ⅰ-1　第２章　6.　放射線管理
施設」の監視測定用運搬車で運搬可能な設計とする。

定義

97
　緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリング設備の可搬型
発電機への燃料の補給は，「Ⅰ　Ⅰ-1　 第２章　7.1.1.11　補機駆動用
燃料補給設備」の軽油用タンクローリから燃料を補給可能な設計とする。

定義

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 ―
緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」
「可搬型環境モニタリング設備」

― ― ―

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (2) 悪影響防止】
・重大事故等対処設備の系統的な悪影響について
の考慮を説明する。

〇 ―
緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」

― ― ―

〇 ―

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」
（可搬型エリアモニタ）
（アルファ・ベータ線用サーベイメータ）
「可搬型環境モニタリング設備」
（可搬型線量率計）
（可搬型ダストモニタ）

― ―

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

〇 ―

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」
（可搬型ダストサンプラ）
「可搬型環境モニタリング設備」
（可搬型データ伝送装置）

― ― ―

〇 ―
緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型環境モニタリング設備」
（可搬型発電機）

― ―
＜発電機＞
・容量

〇 ―
緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」
「可搬型環境モニタリング設備」

― ―
＜計測装置＞
・取付箇所

〇 ― 基本方針 ― ― ―

〇 ―
緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」

― ― ―

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.4 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【環境条件等】
【2.4 (1) 環境条件】
・重大事故等対処設備の設置場所等における放射
線による影響対策について説明する。

〇 ―

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」
「可搬型環境モニタリング設備」
（可搬型線量率計）
（可搬型ダストモニタ）

― ― ―

〇 ―

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型環境モニタリング設備」
（可搬型データ伝送装置）
（可搬型発電機）

― ― ―

〇 ― 基本方針 ― ― ― ― ―

〇 ― 基本方針 ― ― ― ― ―

【環境条件等】
【2.4 (3) 自然現象により発生する荷重による影
響】
・可搬型重大事故等対処設備に対するに自然現象
からの防護方針を説明する。

「Ⅵ-1-1-1-4-4-2 火山への配慮が必要な施設の
強度計算書」にて，詳細を展開する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.5 操作性及び試験・検査性
(2) 試験・検査性

【操作性及び試験・検査性】
【2.5 (2) 試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性を説明す
る。

〇 ― 基本方針 ― ―

【環境条件等】
【2.4 (1) 環境条件】
・可搬型重大事故等対処設備に対するに周辺機器
等からの悪影響のうち，溢水及び火災からの防護
方針を説明する。
・重大事故等対処設備に対する周辺機器等からの
影響のうち内部発生飛散物に対する防護方針を説
明する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.4 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

―

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.4 環境条件等
(3) 自然現象により発生する荷重による影響
b.可搬型重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-1-4-4-2
火山への配慮が必要な施設の強度計算書

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

Ⅵ-1-1-3-8-3-7
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（緊急
時対策所）

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (2) 悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響についての考慮を説明する。

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

98

7.3.9.4 緊急時対策建屋情報把握設備

　緊急時対策建屋情報把握設備は, 設計基準事故及び重大事故等に対処す
るために必要な情報を把握することができるよう，緊急時対策建屋に設置
する設計とする。

冒頭宣言
設置要求

緊急時対策建屋情報把握設備
（情報収集装置）
（情報表示装置）
（データ収集装置）
（データ表示装置）

基本方針 ― ― ― ― ―

99

　緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収集装置及びデータ表示装置は，
制御室内の運転員を介さずに，「Ⅰ　Ⅰ-1　第２章　7.3.10.1　通信連絡
設備」の所内データ伝送設備が伝送する事故発生から設計基準事故時の情
報を正確，かつ，速やかに把握するために必要なデータ並びに「Ⅰ　Ⅰ-1
第２章　6.　放射線管理施設」の環境モニタリング設備のモニタリングポ
スト及びダストモニタのデータを把握できる設計とする。

冒頭宣言
設置要求

緊急時対策建屋情報把握設備
（データ収集装置）
（データ表示装置）

基本方針 ― ― ― ― ―

100

　緊急時対策建屋情報把握設備は，重大事故等に対処するために必要な指
示ができるよう，重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる情
報収集装置及び情報表示装置を常設重大事故等対処設備として設置する設
計とする。

設置要求
緊急時対策建屋情報把握設備
（情報収集装置）
（情報表示装置）

基本方針
対象選定

― ― ― ― ―

101
　また，データ収集装置及びデータ表示装置を常設重大事故等対処設備と
して位置付け，重大事故等に対処するために必要な情報を把握する設計と
する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針
対象選定

― ― ― ― ―

102

　緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集装置及び情報表示装置は，代替
計測制御設備で計測した重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
並びに監視測定設備の代替モニタリング設備の可搬型排気モニタリング設
備の可搬型ガスモニタ，可搬型環境モニタリング設備，代替気象観測設備
の可搬型気象観測設備及び緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型重大事
故等対処設備の可搬型環境モニタリング設備の測定データを収集し，緊急
時対策所に表示する設計とする。

機能要求①
緊急時対策建屋情報把握設備
（情報収集装置）
（情報表示装置）

基本方針
対象選定

― ― ― ― ―

103

  また，データ収集装置は，中央制御室から「臨界事故の拡大防止」，
「冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処」，「放射線分解により発生する
水素による爆発の対処」，「有機溶媒等による火災又は爆発の対処」，
「使用済燃料貯蔵槽の冷却等」，「工場等外への放射性物質等の放出の抑
制」，「重大事故等への対処に必要となる水の供給」及び「監視測定設
備」の「排気口における放射性物質の濃度」，「周辺監視区域における放
射性物質の濃度及び線量」，「敷地内における気象観測項目」の確認に必
要な重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを収集し，データ表
示装置にて表示する設計とする。

機能要求①
緊急時対策建屋情報把握設備
（データ収集装置）
（データ表示装置）

基本方針
対象選定

― ― ― ― ―

104
　緊急時対策建屋情報把握設備は，共通要因によって制御室と同時にその
機能が損なわれるおそれがないよう，離隔距離を確保することで，制御室
に対して独立性を有する設計とする。

機能要求①

緊急時対策建屋情報把握設備
（情報収集装置）
（情報表示装置）
（データ収集装置）
（データ表示装置）

設計方針（共通要因故
障に対する考慮等（常
設重大事故等対処設
備））

― ― ― ― ―

105
　緊急時対策建屋情報把握設備は，共通要因によって制御室と同時にその
機能が損なわれるおそれがないよう，緊急時対策建屋に設置することによ
り，制御室と位置的分散を図る設計とする。

設置要求

緊急時対策建屋情報把握設備
（情報収集装置）
（情報表示装置）
（データ収集装置）
（データ表示装置）

設計方針（共通要因故
障に対する考慮等（常
設重大事故等対処設
備））

― ― ― ― ―

106
　緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収集装置及びデータ表示装置は，
地震等により機能が損なわれる場合，代替設備により重大事故等への対処
に必要な機能を維持する設計とする。

機能要求①

緊急時対策建屋情報把握設備
（データ収集装置）
（データ表示装置）
（情報収集装置）
（情報表示装置）

設計方針（共通要因故
障に対する考慮等
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散
a.重大事故等対処設備

2.4 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (1) 多様性，位置的分散】
・常設重大事故等対処設備の多様性，独立性，位
置的分散の考慮を説明する。

【環境条件等】
【2.4 (1) 環境条件】
・常設重大事故等対処設備に対するに自然現象か
らの防護方針を説明する。

― ― ― ― ―

107

　緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収集装置及びデータ表示装置は，
それぞれ必要数として1台ずつで計測設備及び監視測定設備にて計測した
パラメータを収集及び監視できるものを2台設置することで，多重性を有
する設計とする。

機能要求①
緊急時対策建屋情報把握設備
（データ収集装置）
（データ表示装置）

設計方針（共通要因故
障に対する考慮等（常
設重大事故等対処設
備））

― ― ― ― ―

108

　緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集装置及び情報表示装置は，それ
ぞれ必要数として1台ずつで可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器並び
に監視測定設備にて計測したパラメータを収集及び監視できるものを2台
設置することで，多重性を有する設計とする。

設置要求
緊急時対策建屋情報把握設備
（情報収集装置）
（情報表示装置）

設計方針（共通要因故
障に対する考慮等（常
設重大事故等対処設
備））

― ― ― ― ―

109
　緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集装置及び情報表示装置は，他の
設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼ
さない設計とする。

機能要求①
緊急時対策建屋情報把握設備
（情報収集装置）
（情報表示装置）

設計方針（悪影響防
止）

― ― ― ― ―

110

　緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収集装置及びデータ表示装置は，
安全機能を有する施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対
処設備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と
する。

機能要求①
緊急時対策建屋情報把握設備
（データ収集装置）
（データ表示装置）

設計方針（悪影響防
止）

― ― ― ― ―

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
2.2 緊急時対策所の機能
(2) 情報の把握に関する機能

【緊急時対策所の機能】
【2.2 (2) 情報の把握に関する機能】
・緊急時対策所の情報把握設備による情報把握に
関する基本方針について説明する。
・情報収集装置及び情報表示装置の機能について
説明する。
・情報収集装置及び情報表示装置の機能について
説明する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散
a.重大事故等対処設備

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (1) 多様性，位置的分散】
・常設重大事故等対処設備の多様性，独立性，位
置的分散の考慮を説明する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (2) 悪影響防止】
・重大事故等対処設備の系統的な悪影響について
の考慮を説明する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散
a.重大事故等対処設備

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (1) 多様性，位置的分散】
・常設重大事故等対処設備の多様性，独立性，位
置的分散の考慮を説明する。
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項目
番号

基本設計方針 要求種別

98

7.3.9.4 緊急時対策建屋情報把握設備

　緊急時対策建屋情報把握設備は, 設計基準事故及び重大事故等に対処す
るために必要な情報を把握することができるよう，緊急時対策建屋に設置
する設計とする。

冒頭宣言
設置要求

99

　緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収集装置及びデータ表示装置は，
制御室内の運転員を介さずに，「Ⅰ　Ⅰ-1　第２章　7.3.10.1　通信連絡
設備」の所内データ伝送設備が伝送する事故発生から設計基準事故時の情
報を正確，かつ，速やかに把握するために必要なデータ並びに「Ⅰ　Ⅰ-1
第２章　6.　放射線管理施設」の環境モニタリング設備のモニタリングポ
スト及びダストモニタのデータを把握できる設計とする。

冒頭宣言
設置要求

100

　緊急時対策建屋情報把握設備は，重大事故等に対処するために必要な指
示ができるよう，重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる情
報収集装置及び情報表示装置を常設重大事故等対処設備として設置する設
計とする。

設置要求

101
　また，データ収集装置及びデータ表示装置を常設重大事故等対処設備と
して位置付け，重大事故等に対処するために必要な情報を把握する設計と
する。

冒頭宣言

102

　緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集装置及び情報表示装置は，代替
計測制御設備で計測した重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
並びに監視測定設備の代替モニタリング設備の可搬型排気モニタリング設
備の可搬型ガスモニタ，可搬型環境モニタリング設備，代替気象観測設備
の可搬型気象観測設備及び緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型重大事
故等対処設備の可搬型環境モニタリング設備の測定データを収集し，緊急
時対策所に表示する設計とする。

機能要求①

103

  また，データ収集装置は，中央制御室から「臨界事故の拡大防止」，
「冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処」，「放射線分解により発生する
水素による爆発の対処」，「有機溶媒等による火災又は爆発の対処」，
「使用済燃料貯蔵槽の冷却等」，「工場等外への放射性物質等の放出の抑
制」，「重大事故等への対処に必要となる水の供給」及び「監視測定設
備」の「排気口における放射性物質の濃度」，「周辺監視区域における放
射性物質の濃度及び線量」，「敷地内における気象観測項目」の確認に必
要な重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを収集し，データ表
示装置にて表示する設計とする。

機能要求①

104
　緊急時対策建屋情報把握設備は，共通要因によって制御室と同時にその
機能が損なわれるおそれがないよう，離隔距離を確保することで，制御室
に対して独立性を有する設計とする。

機能要求①

105
　緊急時対策建屋情報把握設備は，共通要因によって制御室と同時にその
機能が損なわれるおそれがないよう，緊急時対策建屋に設置することによ
り，制御室と位置的分散を図る設計とする。

設置要求

106
　緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収集装置及びデータ表示装置は，
地震等により機能が損なわれる場合，代替設備により重大事故等への対処
に必要な機能を維持する設計とする。

機能要求①

107

　緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収集装置及びデータ表示装置は，
それぞれ必要数として1台ずつで計測設備及び監視測定設備にて計測した
パラメータを収集及び監視できるものを2台設置することで，多重性を有
する設計とする。

機能要求①

108

　緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集装置及び情報表示装置は，それ
ぞれ必要数として1台ずつで可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器並び
に監視測定設備にて計測したパラメータを収集及び監視できるものを2台
設置することで，多重性を有する設計とする。

設置要求

109
　緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集装置及び情報表示装置は，他の
設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼ
さない設計とする。

機能要求①

110

　緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収集装置及びデータ表示装置は，
安全機能を有する施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対
処設備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と
する。

機能要求①

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 ―

基本方針
緊急時対策建屋情報把握設備
（情報収集装置）
（情報表示装置）
（データ収集装置）
（データ表示装置）

― ― ―

〇 ―

基本方針
緊急時対策建屋情報把握設備
（データ収集装置）
（データ表示装置）

― ― ―

〇 ―
緊急時対策建屋情報把握設備
（情報収集装置）
（情報表示装置）

― ― ―

〇 ― 基本方針 ― ― ―

〇 ― 基本方針 ― ― ―

〇 ― 基本方針 ― ― ―

〇 ―

緊急時対策建屋情報把握設備
（情報収集装置）
（情報表示装置）
（データ収集装置）
（データ表示装置）

― ― ―

〇 ―

緊急時対策建屋情報把握設備
（情報収集装置）
（情報表示装置）
（データ収集装置）
（データ表示装置）

― ― ―

〇 ―

緊急時対策建屋情報把握設備
（データ収集装置）
（データ表示装置）
（情報収集装置）
（情報表示装置）

― ― ―

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散
a.重大事故等対処設備

2.4 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (1) 多様性，位置的分散】
・常設重大事故等対処設備の多様性，独立性，位
置的分散の考慮を説明する。

【環境条件等】
【2.4 (1) 環境条件】
・常設重大事故等対処設備に対するに自然現象か
らの防護方針を説明する。

〇 ―
緊急時対策建屋情報把握設備
（データ収集装置）
（データ表示装置）

― ― ―

〇 ―
緊急時対策建屋情報把握設備
（情報収集装置）
（情報表示装置）

― ― ―

〇 ―
緊急時対策建屋情報把握設備
（情報収集装置）
（情報表示装置）

― ― ―

〇 ―
緊急時対策建屋情報把握設備
（データ収集装置）
（データ表示装置）

― ― ―

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
2.2 緊急時対策所の機能
(2) 情報の把握に関する機能

【緊急時対策所の機能】
【2.2 (2) 情報の把握に関する機能】
・緊急時対策所の情報把握設備による情報把握に
関する基本方針について説明する。
・情報収集装置及び情報表示装置の機能について
説明する。
・情報収集装置及び情報表示装置の機能について
説明する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散
a.重大事故等対処設備

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (1) 多様性，位置的分散】
・常設重大事故等対処設備の多様性，独立性，位
置的分散の考慮を説明する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (2) 悪影響防止】
・重大事故等対処設備の系統的な悪影響について
の考慮を説明する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散
a.重大事故等対処設備

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (1) 多様性，位置的分散】
・常設重大事故等対処設備の多様性，独立性，位
置的分散の考慮を説明する。

650



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

111

　緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集装置及び情報表示装置は，MOX
燃料加工施設と共用する。
  MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集装
置及び情報表示装置は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事
故等対処に同時に対処することを考慮し，十分な台数を確保することで，
共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
緊急時対策建屋情報把握設備
（情報収集装置）
（情報表示装置）

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

― ― ― ― ―

112

　緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収集装置及びデータ表示装置は，
想定される重大事故等時において，必要な情報を収集及び表示するため，
それぞれ必要数として1台ずつを有するとともに，動的機器の単一故障を
考慮した予備を含めたそれぞれ2台を有する設計とする。

機能要求①
緊急時対策建屋情報把握設備
（データ収集装置）
（データ表示装置）

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

― ― ― ― ―

113

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集装
置及び情報表示装置は，想定される重大事故等時において，必要な情報を
収集及び表示するため，それぞれ必要数として1台ずつを有するととも
に，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めたそれぞれ2台を有する設
計とする。

機能要求①
緊急時対策建屋情報把握設備
（情報収集装置）
（情報表示装置）

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

― ― ― ― ―

114
　緊急時対策建屋情報把握設備は，外部からの衝撃による損傷を防止でき
る緊急時対策建屋に設置し，風(台風)等により重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。

設置要求 基本方針
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.4 環境条件等
(3) 自然現象により発生する荷重による影響
a.常設重大事故等対処設備

【環境条件等】
【2.4 (3) 自然現象により発生する荷重による影
響】
・常設重大事故等対処設備に対するに自然現象か
らの防護方針を説明する。 ― ― ― ― ―

115

　内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる緊急時
対策建屋情報把握設備のデータ収集装置及びデータ表示装置は，自然現
象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対し
て，代替設備による機能の確保により重大事故等への対処に必要な機能を
維持する設計とする。

機能要求①
緊急時対策建屋情報把握設備
（データ収集装置）
（データ表示装置）

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

― ― ― ― ―

116
　緊急時対策建屋情報把握設備は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さ
への設置及び被水防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

機能要求①
設置要求

緊急時対策建屋情報把握設備
（許可文中、第9.16-1表(1)）
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

― ― ― ― ―

117

　緊急時対策建屋情報把握設備は，通常時において，重大事故等への対処
に必要な機能を確認するため，動作確認及び外観点検が可能な設計とす
る。
  また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

機能要求①
緊急時対策建屋情報把握設備
（許可文中、第9.16-1表(1)）

設計方針（試験・検
査）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.5 操作性及び試験・検査性
(2) 試験・検査性

【操作性及び試験・検査性】
【2.5 (2) 試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性を説明す
る。

― ― ― ― ―

118

7.3.9.5 緊急時対策建屋電源設備

　緊急時対策所の機能を維持するために必要な設備に給電するため，緊急
時対策建屋電源設備として，多重性を有する電源設備及び燃料補給設備を
常設重大事故等対処設備として設置する設計とする。

設置要求
緊急時対策建屋電源設備
（許可文中、第9.16-2表(1)、第9.16-6図）

基本方針
設計方針（電源設備）

― ― ― ― ―

119

　緊急時対策建屋電源設備の電源設備は，外部電源が喪失し，重大事故等
が発生した場合に，当該重大事故等に対処するために必要な電力を確保す
るため，緊急時対策建屋用発電機，発電機室送風機，発電機室ダクト，緊
急時対策建屋高圧系統6.9kV緊急時対策建屋用母線，緊急時対策建屋低圧
系統460V緊急時対策建屋用母線及び燃料油移送ポンプを常設重大事故等対
処設備として設置する設計とする。

設置要求

緊急時対策建屋電源設備
（緊急時対策建屋用発電機）
（発電機室送風機）
（発電機室ダクト）
（燃料油移送ポンプ）
（燃料油配管）

基本方針
設計方針（電源設備）

― ― ― ― ―

120

　緊急時対策建屋電源設備の電源設備は，緊急時対策建屋用発電機から緊
急時対策建屋高圧系統6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線及び緊急時対策建屋
低圧系統460Ｖ緊急時対策建屋用母線を介して，緊急時対策建屋換気設
備，緊急時対策建屋情報把握設備及び通信連絡設備に給電できる設計とす
る。

設置要求
機能要求①
機能要求②

緊急時対策建屋電源設備
（105Vサーバ室分電盤）
（105V計測交流電源盤）
（105V居室系分電盤）
（105V無停電電源装置（データ収集装置用））
（105V無停電交流分電盤）
（360V蓄電池）

【機能要求②】
（計測交流変圧器）
（6.9kVメタクラ）
（460Vパワーセンタ）
（460Vコントロールセンタ）
（105V通信・情報分電盤）
（105V無停電電源装置）
（105V無停電分電盤）
（DG始動用蓄電池）
（DG始動用充電器盤）
（110V充電器盤）
（110V蓄電池）

基本方針
設計方針（電源設備）

― ― ― ― ―

121
　また，緊急時対策建屋用発電機は，運転中においても燃料油移送ポンプ
により燃料の補給が可能な設計とする。

機能要求①
機能要求②

緊急時対策建屋電源設備
（燃料油弁）

【機能要求②】
（燃料油移送ポンプ）
（燃料油配管）
（重油貯槽）
（燃料油サービスタンク）

基本方針
設計方針（電源設備）

― ― ― ― ―

122
　燃料補給の流路として，燃料油配管を常設重大事故等対処設備として設
置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

123
　緊急時対策建屋電源設備の燃料補給設備は，重大事故等への対処に必要
となる燃料を供給できるようにするため，重油貯槽を常設重大事故等対処
設備として設置する設計とする。

設置要求
緊急時対策建屋電源設備
（重油貯槽）

基本方針
設計方針（電源設備）

― ― ― ― ―

124
　緊急時対策建屋は，重大事故等が発生した場合においても，当該重大事
故等に対処するために代替電源である緊急時対策建屋電源設備から給電で
きる設計とする。

設置要求
緊急時対策建屋電源設備
（許可文中、第9.16-2表(1)、第9.16-6図）

基本方針
設計方針（電源設備）

― ― ― ― ―

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
3.7 代替電源

Ⅳ-2-1
再処理設備本体等に係る耐震性に関する計算書

Ⅵ-1-1-3-8-3-7
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（緊急
時対策所）

【3.7 代替電源】
・常用電源設備から給電が喪失した場合の代替電
源について説明する。

「Ⅳ-2-1 再処理設備本体等に係る耐震性に関す
る計算書」にて，詳細を展開する。

「Ⅵ-1-1-3-8-3-7　設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書（緊急時対策所）」にて，詳細を展
開する。

【環境条件等】
【2.4 (1) 環境条件】
・常設重大事故等対処設備に対するに周辺機器等
からの悪影響のうち，溢水及び火災からの防護方
針を説明する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.4 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

Ⅵ-1-1-3-8-3-7
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（緊急
時対策所）

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (2) 悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響についての考慮を説明する。

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

111

　緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集装置及び情報表示装置は，MOX
燃料加工施設と共用する。
  MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集装
置及び情報表示装置は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事
故等対処に同時に対処することを考慮し，十分な台数を確保することで，
共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

112

　緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収集装置及びデータ表示装置は，
想定される重大事故等時において，必要な情報を収集及び表示するため，
それぞれ必要数として1台ずつを有するとともに，動的機器の単一故障を
考慮した予備を含めたそれぞれ2台を有する設計とする。

機能要求①

113

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋情報把握設備の情報収集装
置及び情報表示装置は，想定される重大事故等時において，必要な情報を
収集及び表示するため，それぞれ必要数として1台ずつを有するととも
に，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めたそれぞれ2台を有する設
計とする。

機能要求①

114
　緊急時対策建屋情報把握設備は，外部からの衝撃による損傷を防止でき
る緊急時対策建屋に設置し，風(台風)等により重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。

設置要求

115

　内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる緊急時
対策建屋情報把握設備のデータ収集装置及びデータ表示装置は，自然現
象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対し
て，代替設備による機能の確保により重大事故等への対処に必要な機能を
維持する設計とする。

機能要求①

116
　緊急時対策建屋情報把握設備は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さ
への設置及び被水防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

機能要求①
設置要求

117

　緊急時対策建屋情報把握設備は，通常時において，重大事故等への対処
に必要な機能を確認するため，動作確認及び外観点検が可能な設計とす
る。
  また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

機能要求①

118

7.3.9.5 緊急時対策建屋電源設備

　緊急時対策所の機能を維持するために必要な設備に給電するため，緊急
時対策建屋電源設備として，多重性を有する電源設備及び燃料補給設備を
常設重大事故等対処設備として設置する設計とする。

設置要求

119

　緊急時対策建屋電源設備の電源設備は，外部電源が喪失し，重大事故等
が発生した場合に，当該重大事故等に対処するために必要な電力を確保す
るため，緊急時対策建屋用発電機，発電機室送風機，発電機室ダクト，緊
急時対策建屋高圧系統6.9kV緊急時対策建屋用母線，緊急時対策建屋低圧
系統460V緊急時対策建屋用母線及び燃料油移送ポンプを常設重大事故等対
処設備として設置する設計とする。

設置要求

120

　緊急時対策建屋電源設備の電源設備は，緊急時対策建屋用発電機から緊
急時対策建屋高圧系統6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線及び緊急時対策建屋
低圧系統460Ｖ緊急時対策建屋用母線を介して，緊急時対策建屋換気設
備，緊急時対策建屋情報把握設備及び通信連絡設備に給電できる設計とす
る。

設置要求
機能要求①
機能要求②

121
　また，緊急時対策建屋用発電機は，運転中においても燃料油移送ポンプ
により燃料の補給が可能な設計とする。

機能要求①
機能要求②

122
　燃料補給の流路として，燃料油配管を常設重大事故等対処設備として設
置する設計とする。

冒頭宣言

123
　緊急時対策建屋電源設備の燃料補給設備は，重大事故等への対処に必要
となる燃料を供給できるようにするため，重油貯槽を常設重大事故等対処
設備として設置する設計とする。

設置要求

124
　緊急時対策建屋は，重大事故等が発生した場合においても，当該重大事
故等に対処するために代替電源である緊急時対策建屋電源設備から給電で
きる設計とする。

設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 ―
緊急時対策建屋情報把握設備
（情報収集装置）
（情報表示装置）

― ― ―

〇 ―
緊急時対策建屋情報把握設備
（データ収集装置）
（データ表示装置）

― ― ―

〇 ―
緊急時対策建屋情報把握設備
（情報収集装置）
（情報表示装置）

― ― ―

〇 ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.4 環境条件等
(3) 自然現象により発生する荷重による影響
a.常設重大事故等対処設備

【環境条件等】
【2.4 (3) 自然現象により発生する荷重による影
響】
・常設重大事故等対処設備に対するに自然現象か
らの防護方針を説明する。

〇 ―
緊急時対策建屋情報把握設備
（データ収集装置）
（データ表示装置）

― ― ―

〇 ―
緊急時対策建屋情報把握設備
（許可文中、第9.16-1表(1)）

― ― ―

〇 ―
緊急時対策建屋情報把握設備
（許可文中、第9.16-1表(1)）

― ― ―

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.5 操作性及び試験・検査性
(2) 試験・検査性

【操作性及び試験・検査性】
【2.5 (2) 試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性を説明す
る。

〇 ―
緊急時対策建屋電源設備
（許可文中、第9.16-2表(1)、第9.16-6図）

― ― ―

〇 ―

基本設計方針
緊急時対策建屋電源設備
（緊急時対策建屋用発電機）
（発電機室送風機）
（発電機室ダクト）
（燃料油移送ポンプ）

― ― ―

〇 ―

緊急時対策建屋電源設備
（計測交流変圧器）
（6.9kVメタクラ）
（460Vパワーセンタ）
（460Vコントロールセンタ）
（105Vサーバ室分電盤）
（105V通信・情報分電盤）
（105V計測交流電源盤）
（105V居室系分電盤）
（105V無停電電源装置）
（105V無停電電源装置（データ収集装置用））
（105V無停電分電盤）
（105V無停電交流分電盤）
（DG始動用蓄電池）
（DG始動用充電器盤）
（110V充電器盤）
（360V蓄電池）
（110V蓄電池）

― ―

＜機種：電力貯
蔵装置（蓄電
池）＞
・容量
・電圧
・電流
・相
・周波数

〇 ―

緊急時対策建屋電源設備
（燃料油弁）

【機能要求②】
（燃料油移送ポンプ）
（燃料油配管）
（重油貯槽）
（燃料油サービスタンク）

― ―

＜ポンプ＞
・揚程

＜主配管＞
・外径，厚さ

〇 ― 基本方針 ― ― ―

〇 ―
基本設計方針
緊急時対策建屋電源設備
（重油貯槽）

― ― ―

〇 ―
緊急時対策建屋電源設備
（許可文中、第9.16-2表(1)、第9.16-6図）

― ― ―

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (2) 悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響についての考慮を説明する。

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

2.4 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【環境条件等】
【2.4 (1) 環境条件】
・常設重大事故等対処設備に対するに周辺機器等
からの悪影響のうち，溢水及び火災からの防護方
針を説明する。

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
3.7 代替電源

Ⅳ-2-1
再処理設備本体等に係る耐震性に関する計算書

Ⅵ-1-1-3-8-3-7
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（緊急
時対策所）

【3.7 代替電源】
・常用電源設備から給電が喪失した場合の代替電
源について説明する。

「Ⅳ-2-1 再処理設備本体等に係る耐震性に関す
る計算書」にて，詳細を展開する。

「Ⅵ-1-1-3-8-3-7　設備別記載事項の設定根拠に
関する説明書（緊急時対策所）」にて，詳細を展
開する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

Ⅵ-1-1-3-8-3-7
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（緊急
時対策所）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

125
　緊急時対策建屋電源設備は，共通要因によって制御室と同時にその機能
が損なわれるおそれがないよう，離隔距離を確保することで，制御室に対
して独立性を有する設計とする。

機能要求①
緊急時対策建屋電源設備
（許可文中、第9.16-2表(1)、第9.16-6図）

設計方針（共通要因故
障に対する考慮等（常
設重大事故等対処設
備））

― ― ― ― ―

126
　緊急時対策建屋電源設備は，共通要因によって制御室と同時にその機能
が損なわれるおそれがないよう，緊急時対策建屋に設置することにより，
制御室と位置的分散を図る設計とする。

設置要求
緊急時対策建屋電源設備
（許可文中、第9.16-2表(1)、第9.16-6図）

設計方針（共通要因故
障に対する考慮等（常
設重大事故等対処設
備））

― ― ― ― ―

127
　緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発電機は，多重性を有する
設計とするとともに，それぞれが独立した系統構成を有する設計とする。

機能要求①
緊急時対策建屋電源設備
（緊急時対策建屋用発電機）

設計方針（共通要因故
障に対する考慮等（常
設重大事故等対処設
備））

― ― ― ― ―

128
　緊急時対策建屋電源設備の燃料油移送ポンプは，多重性を有する設計と
する。

機能要求①
緊急時対策建屋電源設備
（燃料油移送ポンプ）

設計方針（共通要因故
障に対する考慮等（常
設重大事故等対処設
備））

― ― ― ― ―

129 　緊急時対策建屋電源設備の重油貯槽は，多重性を有する設計とする。 機能要求①
緊急時対策建屋電源設備
（重油貯槽）

設計方針（共通要因故
障に対する考慮等（常
設重大事故等対処設
備））

― ― ― ― ―

130
　緊急時対策建屋電源設備は，他の設備から独立して単独で使用可能なこ
とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
緊急時対策建屋電源設備
（許可文中、第9.16-2表(1)、第9.16-6図）

設計方針（悪影響防
止）

― ― ― ― ―

131
　緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発電機及び燃料油移送ポン
プは，回転体が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない
設計とする。

機能要求①

緊急時対策建屋電源設備
（緊急時対策建屋用発電機）
（燃料油移送ポンプ）
（発電機室送風機）

設計方針（悪影響防
止）

― ― ― ― ―

132

　緊急時対策建屋電源設備は，MOX燃料加工施設と共用する。
　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋電源設備は，再処理施設及
びMOX燃料加工施設における重大事故等対処に同時に対処することを考慮
し，十分な数量及び容量を確保することで，共用によって重大事故等時の
対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
緊急時対策建屋電源設備
（許可文中、第9.16-2表(1)、第9.16-6図）

設計方針（悪影響防
止）設計方針（個数及
び容量（常設型重大事
故等対処設備））

― ― ― ― ―

133

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋
用発電機は，緊急時対策建屋に給電するために必要な台数及び動的機器の
単一故障を考慮した予備を含めた台数を有し，多重性を考慮した設計とす
る。

機能要求➁
緊急時対策建屋電源設備
（緊急時対策建屋用発電機）
（発電機室送風機）
（主要ダクト（発電機室系））

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（常設型重大事故等
対処設備））

― ― ― ― ―

134

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋電源設備の燃料油移送ポン
プは，緊急時対策建屋用発電機の連続運転に必要な燃料を供給できるポン
プ容量を有する設計とする。
　また，燃料油の移送に必要な台数及び動的機器の単一故障を考慮した予
備を含めた台数を設置することで，多重性を有する設計とする。

機能要求➁
緊急時対策建屋電源設備
（燃料油移送ポンプ）

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（常設型重大事故等
対処設備））

― ― ― ― ―

135
　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋電源設備の重油貯槽は，外
部からの支援がなくとも，緊急時対策建屋用発電機の7日間以上の連続運
転に必要な容量を有する設計とする。

機能要求②
緊急時対策建屋電源設備
（重油貯槽）

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

― ― ― ― ―

136
　緊急時対策建屋電源設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる緊
急時対策建屋に設置し，風(台風)等により重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

設置要求
基本方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.4 環境条件等
(3) 自然現象により発生する荷重による影響
a.常設重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-1-4-4-2
火山への配慮が必要な施設の強度計算書

【環境条件等】
【2.4 (3) 自然現象により発生する荷重による影
響】
・常設重大事故等対処設備に対するに自然現象か
らの防護方針を説明する。

「Ⅵ-1-1-1-4-4-2　火山への配慮が必要な施設の
強度計算書」にて，詳細を展開する。

― ― ― ― ―

137
　緊急時対策建屋電源設備は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの
設置及び被水防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

緊急時対策建屋電源設備
（許可文中、第9.16-2表(1)、第9.16-6図）
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.4 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【環境条件等】
【2.4 (1) 環境条件】
・常設重大事故等対処設備に対するに周辺機器等
からの悪影響のうち，溢水及び火災からの防護方
針を説明する。 ― ― ― ― ―

138

　緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発電機及び燃料油移送ポン
プは，通常時において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するた
め，独立して外観点検，起動試験及び分解点検が可能な設計とする。
　また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

機能要求①
緊急時対策建屋電源設備
（緊急時対策建屋用発電機）
（燃料油移送ポンプ）

設計方針（試験・検
査）

― ― ― ― ―

139

　緊急時対策建屋電源設備の重油貯槽は，通常時において，重大事故等へ
の対処に必要な機能を確認するため，独立してパラメータ確認及び漏えい
確認が可能な設計とする。
　また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

機能要求①
緊急時対策建屋電源設備
（重油貯槽）

設計方針（試験・検
査）

― ― ― ― ―

140

7.3.10.1 通信連絡設備

　通信連絡設備は，設計基準事故及び重大事故等が発生した場合において
も再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡できる設
計とする。

機能要求①
通信連絡設備
（許可文中、第9.16-2表(1)）

設計方針（通信連絡設
備）

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
2.2 緊急時対策所の機能
(3) 通信連絡に関する機能

3.6 通信連絡

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
3.5 通信連絡設備
(1) 通信連絡設備
(2) 所外通信連絡設備
(3) 代替通信連絡設備

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書

【緊急時対策所の機能】
【2.2 (3) 通信連絡に関する機能】
・緊急時対策所の通信連絡設備による情報把握に
関する基本方針について説明する。

【3.6 通信連絡設備】
・通信連絡設備の機能について説明する。

【3.5 (1) 通信連絡設備 】
・通信連絡設備について説明する。
【3.5 (2) 所外通信連絡設備 】
・所外通信連絡設備について説明する。
【3.5 (3) 代替通信連絡設備 】
・代替通信連絡設備について説明する。

「Ⅵ-1-1-8　通信連絡設備に関する説明書」に
て，詳細を展開する。

― ― ― ― ―

141
　通信連絡設備については，「Ⅰ　Ⅰ-1　第２章　7.3.10.1　通信連絡設
備」に基づくものとする。

定義 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散
a.重大事故等対処設備

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (1) 多様性，位置的分散】
・常設重大事故等対処設備の多様性，独立性，位
置的分散の考慮を説明する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.5 操作性及び試験・検査性
(2) 試験・検査性

【操作性及び試験・検査性】
【2.5 (2) 試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性を説明す
る。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (2) 悪影響防止】
・重大事故等対処設備の系統的な悪影響について
の考慮を説明する。
・重大事故等対処設備が内部発生飛散物として、
他の設備へ与える悪影響に対する考慮を説明す
る。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

Ⅵ-1-1-3-8-3-7
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（緊急
時対策所）

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (2) 悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響についての考慮を説明する。

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

125
　緊急時対策建屋電源設備は，共通要因によって制御室と同時にその機能
が損なわれるおそれがないよう，離隔距離を確保することで，制御室に対
して独立性を有する設計とする。

機能要求①

126
　緊急時対策建屋電源設備は，共通要因によって制御室と同時にその機能
が損なわれるおそれがないよう，緊急時対策建屋に設置することにより，
制御室と位置的分散を図る設計とする。

設置要求

127
　緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発電機は，多重性を有する
設計とするとともに，それぞれが独立した系統構成を有する設計とする。

機能要求①

128
　緊急時対策建屋電源設備の燃料油移送ポンプは，多重性を有する設計と
する。

機能要求①

129 　緊急時対策建屋電源設備の重油貯槽は，多重性を有する設計とする。 機能要求①

130
　緊急時対策建屋電源設備は，他の設備から独立して単独で使用可能なこ
とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

131
　緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発電機及び燃料油移送ポン
プは，回転体が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない
設計とする。

機能要求①

132

　緊急時対策建屋電源設備は，MOX燃料加工施設と共用する。
　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋電源設備は，再処理施設及
びMOX燃料加工施設における重大事故等対処に同時に対処することを考慮
し，十分な数量及び容量を確保することで，共用によって重大事故等時の
対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

133

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋
用発電機は，緊急時対策建屋に給電するために必要な台数及び動的機器の
単一故障を考慮した予備を含めた台数を有し，多重性を考慮した設計とす
る。

機能要求➁

134

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋電源設備の燃料油移送ポン
プは，緊急時対策建屋用発電機の連続運転に必要な燃料を供給できるポン
プ容量を有する設計とする。
　また，燃料油の移送に必要な台数及び動的機器の単一故障を考慮した予
備を含めた台数を設置することで，多重性を有する設計とする。

機能要求➁

135
　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋電源設備の重油貯槽は，外
部からの支援がなくとも，緊急時対策建屋用発電機の7日間以上の連続運
転に必要な容量を有する設計とする。

機能要求②

136
　緊急時対策建屋電源設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる緊
急時対策建屋に設置し，風(台風)等により重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

設置要求

137
　緊急時対策建屋電源設備は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの
設置及び被水防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

138

　緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発電機及び燃料油移送ポン
プは，通常時において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するた
め，独立して外観点検，起動試験及び分解点検が可能な設計とする。
　また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

機能要求①

139

　緊急時対策建屋電源設備の重油貯槽は，通常時において，重大事故等へ
の対処に必要な機能を確認するため，独立してパラメータ確認及び漏えい
確認が可能な設計とする。
　また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

機能要求①

140

7.3.10.1 通信連絡設備

　通信連絡設備は，設計基準事故及び重大事故等が発生した場合において
も再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡できる設
計とする。

機能要求①

141
　通信連絡設備については，「Ⅰ　Ⅰ-1　第２章　7.3.10.1　通信連絡設
備」に基づくものとする。

定義

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 ―
緊急時対策建屋電源設備
（許可文中、第9.16-2表(1)、第9.16-6図）

― ― ―

〇 ―
緊急時対策建屋電源設備
（許可文中、第9.16-2表(1)、第9.16-6図）

― ― ―

〇 ―
緊急時対策建屋電源設備
（緊急時対策建屋用発電機）

― ― ―

〇 ―
緊急時対策建屋電源設備
（燃料油移送ポンプ）

― ― ―

〇 ―
緊急時対策建屋電源設備
（重油貯槽）

― ― ―

〇 ―
緊急時対策建屋電源設備
（許可文中、第9.16-2表(1)、第9.16-6図）

― ― ―

〇 ―

緊急時対策建屋電源設備
（緊急時対策建屋用発電機）
（燃料油移送ポンプ）
（発電機室送風機）

― ― ―

〇 ―
緊急時対策建屋電源設備
（許可文中、第9.16-2表(1)、第9.16-6図）

― ― ―

〇 ―

緊急時対策建屋電源設備
（緊急時対策建屋用発電機）
（発電機室送風機）
（主要ダクト（発電機室系））

― ―
＜発電機＞
・容量

〇 ―
緊急時対策建屋電源設備
（燃料油移送ポンプ）

― ―
＜ポンプ＞
・容量

〇 ―
緊急時対策建屋電源設備
（重油貯槽）

― ―
＜容器＞
・容量

〇 ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.4 環境条件等
(3) 自然現象により発生する荷重による影響
a.常設重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-1-4-4-2
火山への配慮が必要な施設の強度計算書

【環境条件等】
【2.4 (3) 自然現象により発生する荷重による影
響】
・常設重大事故等対処設備に対するに自然現象か
らの防護方針を説明する。

「Ⅵ-1-1-1-4-4-2　火山への配慮が必要な施設の
強度計算書」にて，詳細を展開する。

〇 ―
緊急時対策建屋電源設備
（許可文中、第9.16-2表(1)、第9.16-6図）

― ―

＜発電機，電源
盤，無停電電源
装置，電力貯蔵
装置，変圧器，
ファン，容器＞
・取付箇所

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.4 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【環境条件等】
【2.4 (1) 環境条件】
・常設重大事故等対処設備に対するに周辺機器等
からの悪影響のうち，溢水及び火災からの防護方
針を説明する。

〇 ―
緊急時対策建屋電源設備
（緊急時対策建屋用発電機）
（燃料油移送ポンプ）

― ― ―

〇 ―
緊急時対策建屋電源設備
（重油貯槽）

― ― ―

〇 ―
通信連絡設備
（許可文中、第9.16-2表(1)）

― ― ―

Ⅵ-1-5-1-2
緊急時対策所の機能に関する説明書
2.2 緊急時対策所の機能
(3) 通信連絡に関する機能

3.6 通信連絡

Ⅵ-1-5-2-2
緊急時対策所の居住性に関する説明書
3.5 通信連絡設備
(1) 通信連絡設備
(2) 所外通信連絡設備
(3) 代替通信連絡設備

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書

【緊急時対策所の機能】
【2.2 (3) 通信連絡に関する機能】
・緊急時対策所の通信連絡設備による情報把握に
関する基本方針について説明する。

【3.6 通信連絡設備】
・通信連絡設備の機能について説明する。

【3.5 (1) 通信連絡設備 】
・通信連絡設備について説明する。
【3.5 (2) 所外通信連絡設備 】
・所外通信連絡設備について説明する。
【3.5 (3) 代替通信連絡設備 】
・代替通信連絡設備について説明する。

「Ⅵ-1-1-8　通信連絡設備に関する説明書」に
て，詳細を展開する。

〇 ― 基本方針 ― ― ― ― ―

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

Ⅵ-1-1-3-8-3-7
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（緊急
時対策所）

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (2) 悪影響防止】
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響についての考慮を説明する。

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (2) 悪影響防止】
・重大事故等対処設備の系統的な悪影響について
の考慮を説明する。
・重大事故等対処設備が内部発生飛散物として、
他の設備へ与える悪影響に対する考慮を説明す
る。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.5 操作性及び試験・検査性
(2) 試験・検査性

【操作性及び試験・検査性】
【2.5 (2) 試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性を説明す
る。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散
a.重大事故等対処設備

【多様性，位置的分散，悪影響防止等】
【2.3 (1) 多様性，位置的分散】
・常設重大事故等対処設備の多様性，独立性，位
置的分散の考慮を説明する。

654



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第31条：通信連絡設備 

655



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第31条 通信連絡設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第2章　個別項目
7.　その他再処理設備の附属施設
7.3　その他主要な事項
7.3.10　通信連絡設備
通信連絡設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通項
目の「2.地盤」，「3.自然現象等」，「5.火災等による損傷の防止」，
「6.再処理施設内における溢水による損傷の防止」，「7.再処理施設内に
おける化学薬品の漏えいによる損傷の防止」及び「9.設備に対する要求」
に基づくものとする。

冒頭宣言 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2
7.3.10.1　通信連絡設備
通信連絡設備は，警報装置，所内通信連絡設備，所内データ伝送設備，所
外通信連絡設備及び所外データ伝送設備で構成する。

設置要求 通信連絡設備 基本方針 ― ― ― ― ―

5
また，緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデータを伝送できる所内
データ伝送設備として，プロセスデータ伝送サーバ，放射線管理用計算
機，環境中継サーバ及び総合防災盤を設置する設計とする。

設置要求

プロセスデータ伝送サーバ
放射線管理用計算機
環境中継サーバ
総合防災盤

基本方針
設計方針

【3.1.9　所内データ伝送設備】
・緊急時対策所へ事故状態，運転時の状態及び停
止時の状態の把握に必要なデータを伝送できる所
内データ伝送設備として，第3図に示すとおりプ
ロセスデータ伝送サーバ，放射線管理用計算機，
環境中継サーバ及び総合防災盤を設置する設計と
する。

― ― ― ― ―

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

設置要求

設置要求

通信連絡設備
基本方針
設計方針

ページング装置
所内携帯電話
専用回線電話
一般加入電話
ファクシミリ

設計方針

7.3.10.1.1　通信連絡設備（事業所内）
再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合において，中央制御室等
から再処理事業所内の各所の者への必要な操作，作業又は退避の指示等の
連絡をブザー鳴動等により行うことができる装置及び音声等により行うこ
とができる設備として，警報装置及び有線回線又は無線回線による通信方
式の多様性を確保した所内通信連絡設備を設置する設計とする。

警報装置としてページング装置を，多様性を確保した所内通信連絡設備と
してページング装置，所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話及び
ファクシミリを設置する設計とする。

―

―

― ― ―

【2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）】
・再処理事業所には，設計基準事故が発生した場
合において，中央制御室，使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設の制御室，緊急時対策所並びに現
場から再処理事業所内の各所の者への必要な操
作，作業又は退避の指示，作業完了連絡，異常発
見報告（以下，「必要な操作，作業又は退避の指
示等」という。）の連絡をブザー鳴動，自動音
声，音声又は文書により行うことができるよう，
警報装置，有線回線又は無線回線による通信方式
の多様性を確保した所内通信連絡設備を設置する
設計とする。
・また，緊急時対策所へ事故状態，運転時の状態
及び停止時の状態の把握に必要なデータを伝送で
きる所内データ伝送設備を設置する設計とする。

【3.1 所内通信連絡設備】
・設計基準事故が発生した場合において，中央制
御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制
御室，緊急時対策所並びに現場から再処理事業所
内の各所の者への必要な操作，作業又は退避の指
示等の連絡をブザー鳴動及び自動音声により行う
ことができる装置並びに音声又は文書により行う
ことができる設備として，第1表に示す警報装置
及び有線回線又は無線回線による通信方式の多様
性を確保した所内通信連絡設備を設置する設計と
する。
・警報装置としてページング装置を，多様性を確
保した所内通信連絡設備としてページング装置，
所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話及び
ファクシミリを設置する設計とする。
・緊急時対策所へ事故状態，運転時の状態及び停
止時の状態の把握に必要なデータを伝送できる所
内データ伝送設備として，プロセスデータ伝送
サーバ，放射線管理用計算機，環境中継サーバ及
び総合防災盤を設置する設計とする。
・所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備の一
部は，MOX燃料加工施設及び廃棄物管理施設と共
用する設計とし，各設備の共用の区分を第1表に
示す。
・設計基準事故が発生した場合に必要な通信連絡
設備（再処理事業所内）の配置を第5図に示す。

【3.1.1 ページング装置】
・中央制御室及び緊急時対策所から再処理事業所
内の各所の者に操作，作業又は退避の指示等の連
絡をブザー鳴動，自動音声及び音声により行うた
めに，ページング装置を設置する。ページング装
置は，マイク操作器及びスピーカから構成され
る。
・指示は，中央制御室及び緊急時対策所に設置す
るマイク操作器を使用し，スピーカにて音声によ
り行うことができる設計とする。また，中央制御
室及び緊急時対策所から再処理事業所内へブザー
鳴動及び自動音声による警報を行うことができる
設計とする。

【3.1.2 所内携帯電話】
・中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室，緊急時対策所並びに屋内外の作業
場所との間で通信連絡を音声により行うために，
所内携帯電話を設置する設計とする。

【3.1.3 専用回線電話】
・中央制御室と使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室並びに中央制御室と緊急時対策所と
の間で通信連絡を音声により行うために，専用回
線電話を設置する設計とする。

【3.1.4 一般加入電話】
・中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室並びに緊急時対策所との間で通信連
絡を音声により行うために，一般加入電話を設置
する設計とする。

【3.1.5 ファクシミリ】
・中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設の制御室との間で通信連絡を文書により
行うために，ファクシミリを設置する設計とす
る。

Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

1.概要
2.基本方針
　2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
3.施設の詳細設計方針
　3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
　　3.1.1 ページング装置
　　3.1.2 所内携帯電話
　　3.1.3 専用回線電話
　　3.1.4 一般加入電話
　　3.1.5 ファクシミリ
　　3.1.9 所内データ伝送設備

―

― ― ― ―

項目
番号

3

4
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第31条 通信連絡設備）

別紙２

1

第2章　個別項目
7.　その他再処理設備の附属施設
7.3　その他主要な事項
7.3.10　通信連絡設備
通信連絡設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通項
目の「2.地盤」，「3.自然現象等」，「5.火災等による損傷の防止」，
「6.再処理施設内における溢水による損傷の防止」，「7.再処理施設内に
おける化学薬品の漏えいによる損傷の防止」及び「9.設備に対する要求」
に基づくものとする。

冒頭宣言 ― ―

2
7.3.10.1　通信連絡設備
通信連絡設備は，警報装置，所内通信連絡設備，所内データ伝送設備，所
外通信連絡設備及び所外データ伝送設備で構成する。

設置要求 通信連絡設備 基本方針

5
また，緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデータを伝送できる所内
データ伝送設備として，プロセスデータ伝送サーバ，放射線管理用計算
機，環境中継サーバ及び総合防災盤を設置する設計とする。

設置要求

プロセスデータ伝送サーバ
放射線管理用計算機
環境中継サーバ
総合防災盤

基本方針
設計方針

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

設置要求

設置要求

通信連絡設備
基本方針
設計方針

ページング装置
所内携帯電話
専用回線電話
一般加入電話
ファクシミリ

設計方針

7.3.10.1.1　通信連絡設備（事業所内）
再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合において，中央制御室等
から再処理事業所内の各所の者への必要な操作，作業又は退避の指示等の
連絡をブザー鳴動等により行うことができる装置及び音声等により行うこ
とができる設備として，警報装置及び有線回線又は無線回線による通信方
式の多様性を確保した所内通信連絡設備を設置する設計とする。

警報装置としてページング装置を，多様性を確保した所内通信連絡設備と
してページング装置，所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話及び
ファクシミリを設置する設計とする。

項目
番号

3

4

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

― ― ― ― ― ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 通信連絡設備 ― ―
Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

〇 ―

プロセスデータ伝送サーバ
放射線管理用計算機
環境中継サーバ
総合防災盤

― ― ―

【3.1.9　所内データ伝送設備】
・緊急時対策所へ事故状態，運転時の状態及び停
止時の状態の把握に必要なデータを伝送できる所
内データ伝送設備として，第3図に示すとおりプ
ロセスデータ伝送サーバ，放射線管理用計算機，
環境中継サーバ及び総合防災盤を設置する設計と
する。

第２回

通信連絡設備

ページング装置
所内携帯電話
専用回線電話
一般加入電話
ファクシミリ

【2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）】
・再処理事業所には，設計基準事故が発生した場
合において，中央制御室，使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設の制御室，緊急時対策所並びに現
場から再処理事業所内の各所の者への必要な操
作，作業又は退避の指示，作業完了連絡，異常発
見報告（以下，「必要な操作，作業又は退避の指
示等」という。）の連絡をブザー鳴動，自動音
声，音声又は文書により行うことができるよう，
警報装置，有線回線又は無線回線による通信方式
の多様性を確保した所内通信連絡設備を設置する
設計とする。
・また，緊急時対策所へ事故状態，運転時の状態
及び停止時の状態の把握に必要なデータを伝送で
きる所内データ伝送設備を設置する設計とする。

【3.1 所内通信連絡設備】
・設計基準事故が発生した場合において，中央制
御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制
御室，緊急時対策所並びに現場から再処理事業所
内の各所の者への必要な操作，作業又は退避の指
示等の連絡をブザー鳴動及び自動音声により行う
ことができる装置並びに音声又は文書により行う
ことができる設備として，第1表に示す警報装置
及び有線回線又は無線回線による通信方式の多様
性を確保した所内通信連絡設備を設置する設計と
する。
・警報装置としてページング装置を，多様性を確
保した所内通信連絡設備としてページング装置，
所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話及び
ファクシミリを設置する設計とする。
・緊急時対策所へ事故状態，運転時の状態及び停
止時の状態の把握に必要なデータを伝送できる所
内データ伝送設備として，プロセスデータ伝送
サーバ，放射線管理用計算機，環境中継サーバ及
び総合防災盤を設置する設計とする。
・所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備の一
部は，MOX燃料加工施設及び廃棄物管理施設と共
用する設計とし，各設備の共用の区分を第1表に
示す。
・設計基準事故が発生した場合に必要な通信連絡
設備（再処理事業所内）の配置を第5図に示す。

【3.1.1 ページング装置】
・中央制御室及び緊急時対策所から再処理事業所
内の各所の者に操作，作業又は退避の指示等の連
絡をブザー鳴動，自動音声及び音声により行うた
めに，ページング装置を設置する。ページング装
置は，マイク操作器及びスピーカから構成され
る。
・指示は，中央制御室及び緊急時対策所に設置す
るマイク操作器を使用し，スピーカにて音声によ
り行うことができる設計とする。また，中央制御
室及び緊急時対策所から再処理事業所内へブザー
鳴動及び自動音声による警報を行うことができる
設計とする。

【3.1.2 所内携帯電話】
・中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室，緊急時対策所並びに屋内外の作業
場所との間で通信連絡を音声により行うために，
所内携帯電話を設置する設計とする。

【3.1.3 専用回線電話】
・中央制御室と使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室並びに中央制御室と緊急時対策所と
の間で通信連絡を音声により行うために，専用回
線電話を設置する設計とする。

【3.1.4 一般加入電話】
・中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室並びに緊急時対策所との間で通信連
絡を音声により行うために，一般加入電話を設置
する設計とする。

【3.1.5 ファクシミリ】
・中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設の制御室との間で通信連絡を文書により
行うために，ファクシミリを設置する設計とす
る。

― ―

―

―

―

通信連絡設備

ページング装置
所内携帯電話

Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

〇

〇 ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第31条 通信連絡設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
項目
番号

8
所内通信連絡設備のページング装置及び所内携帯電話は，廃棄物管理施設
及びMOX燃料加工施設と共用する。

機能要求① 通信連絡設備 設計方針（共用） ― ― ― ― ―

9 所内データ伝送設備の環境中継サーバは，MOX燃料加工施設と共用する。 機能要求① 通信連絡設備 設計方針（共用）

10
共用する所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備は，同一の端末を使用
する設計又は十分な容量を確保する設計とすることで，共用によって再処
理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求① 通信連絡設備 設計方針（共用） ― ― ― ― ―

警報装置，所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備については，非常用
所内電源系統，無停電電源に接続又は蓄電池を内蔵することにより，外部
電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。

通信連絡設備
基本方針
設計方針

Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

1.概要
2.基本方針
　2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
3.施設の詳細設計方針
　3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
　　3.1.1 ページング装置
　　3.1.2 所内携帯電話
　　3.1.3 専用回線電話
　　3.1.4 一般加入電話
　　3.1.5 ファクシミリ
　　3.1.9 所内データ伝送設備

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書

【2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）】
・警報装置，所内通信連絡設備及び所内データ伝
送設備は，非常用所内電源系統，無停電電源に接
続又は蓄電池を内蔵することにより，外部電源が
期待できない場合でも動作可能な設計とする。

【3.1 所内通信連絡設備】
・警報装置，所内通信連絡設備及び所内データ伝
送設備については，第1図に示すとおり非常用所
内電源系統，無停電電源に接続又は蓄電池を内蔵
することにより，外部電源が期待できない場合で
も動作可能な設計とする。

【3.1.1 ページング装置】
・ページング装置は，非常用所内電源系統，無停
電電源に接続又は蓄電池を内蔵することにより，
外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計
とする。

【3.1.2 所内携帯電話】
・所内携帯電話は，蓄電池を内蔵することによ
り，外部電源が期待できない場合でも動作可能な
設計とする。
・所内携帯電話の端末の電源は，充電池を使用
し，外部電源が期待できない場合でも動作可能な
設計とする。

【3.1.3 専用回線電話】
・専用回線電話の電源は，充電池を使用し，外部
電源が期待できない場合でも動作可能な設計とす
る。

【3.1.4 一般加入電話】
・一般加入電話は，通信事業者回線から給電する
ことにより，外部電源が期待できない場合でも動
作可能な設計とする。

【3.1.5 ファクシミリ】
・ファクシミリは，無停電電源に接続することに
より，外部電源が期待できない場合でも動作可能
な設計とする。

【3.1.9 所内データ伝送設備】
・所内データ伝送設備は，無停電電源に接続する
ことにより，外部電源が期待できない場合でも動
作可能な設計とする。

【通信連絡設備の共用】
・所内通信連絡設備のページング装置及び所内携
帯電話は，廃棄物管理施設及びMOX燃料加工施設
と共用する。
・所内データ伝送設備の環境中継サーバは，MOX
燃料加工施設と共用する。
・共用する所内通信連絡設備及び所内データ伝送
設備は，同一の端末を使用する設計とすること
で，共用によって再処理施設の安全性を損なわな
い設計とする。

設置要求 ― ― ― ― ―6

7

所内通信連絡設備は，化学物質の漏えい又は異臭等の異常を確認した者
（立会人，公的機関から情報を入手した者等）が中央制御室の運転員（統
括当直長）に有毒ガスの発生を連絡する場合，中央制御室の運転員（統括
当直長）から中央制御室，屋外及び屋内の運転員に有毒ガスの発生を連絡
する場合，中央制御室の運転員（統括当直長）から使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設の制御室の運転員に有毒ガスの発生を連絡する場合及び中
央制御室の運転員（統括当直長）から緊急時対策所の設計基準事故並びに
重大事故等の対処に必要な指示を行う要員（非常時対策組織本部の本部
長）に有毒ガスの発生を連絡する場合においても使用する。

設置要求 通信連絡設備
基本方針
設計方針

Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

1.概要
2.基本方針
　2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
3.施設の詳細設計方針
　3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）

【2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）】
・所内通信連絡設備は，化学物質の漏えい又は異
臭等の異常を確認した者（立会人，公的機関から
情報を入手した者等）が中央制御室の運転員（統
括当直長）に有毒ガスの発生を連絡する場合，中
央制御室の運転員（統括当直長）から中央制御
室，屋外及び屋内の運転員に有毒ガスの発生を連
絡する場合，中央制御室の運転員（統括当直長）
から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室の運転員に有毒ガスの発生を連絡する場合及び
中央制御室の運転員（統括当直長）から緊急時対
策所の設計基準事故並びに重大事故等の対処に必
要な指示を行う要員（非常時対策組織本部の本部
長）に有毒ガスの発生を連絡する場合においても
使用する。

【3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）】
・所内通信連絡設備は，第1表に示すとおり化学
物質の漏えい又は異臭等の異常を確認した者（立
会人，公的機関から情報を入手した者等）が中央
制御室の運転員（統括当直長）に有毒ガスの発生
を連絡する場合，中央制御室の運転員（統括当直
長）から中央制御室，屋外及び屋内の運転員に有
毒ガスの発生を連絡する場合，中央制御室の運転
員（統括当直長）から使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設の制御室の運転員に有毒ガスの発生を
連絡する場合及び中央制御室の運転員（統括当直
長）から緊急時対策所の設計基準事故並びに重大
事故等の対処に必要な指示を行う要員（非常時対
策組織本部の本部長）に有毒ガスの発生を連絡す
る場合においても使用する。
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基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
項目
番号

8
所内通信連絡設備のページング装置及び所内携帯電話は，廃棄物管理施設
及びMOX燃料加工施設と共用する。

機能要求① 通信連絡設備 設計方針（共用）

9 所内データ伝送設備の環境中継サーバは，MOX燃料加工施設と共用する。 機能要求① 通信連絡設備 設計方針（共用）

10
共用する所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備は，同一の端末を使用
する設計又は十分な容量を確保する設計とすることで，共用によって再処
理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求① 通信連絡設備 設計方針（共用）

警報装置，所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備については，非常用
所内電源系統，無停電電源に接続又は蓄電池を内蔵することにより，外部
電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。

通信連絡設備
基本方針
設計方針

設置要求6

7

所内通信連絡設備は，化学物質の漏えい又は異臭等の異常を確認した者
（立会人，公的機関から情報を入手した者等）が中央制御室の運転員（統
括当直長）に有毒ガスの発生を連絡する場合，中央制御室の運転員（統括
当直長）から中央制御室，屋外及び屋内の運転員に有毒ガスの発生を連絡
する場合，中央制御室の運転員（統括当直長）から使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設の制御室の運転員に有毒ガスの発生を連絡する場合及び中
央制御室の運転員（統括当直長）から緊急時対策所の設計基準事故並びに
重大事故等の対処に必要な指示を行う要員（非常時対策組織本部の本部
長）に有毒ガスの発生を連絡する場合においても使用する。

設置要求 通信連絡設備
基本方針
設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 ― 通信連絡設備 通信連絡設備 ― ―

〇 ― 通信連絡設備 通信連絡設備 ― ―

〇 ― 通信連絡設備 通信連絡設備 ― ―

―通信連絡設備 ―

通信連絡設備 ― ―

Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

【2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）】
・警報装置，所内通信連絡設備及び所内データ伝
送設備は，非常用所内電源系統，無停電電源に接
続又は蓄電池を内蔵することにより，外部電源が
期待できない場合でも動作可能な設計とする。

【3.1 所内通信連絡設備】
・警報装置，所内通信連絡設備及び所内データ伝
送設備については，第1図に示すとおり非常用所
内電源系統，無停電電源に接続又は蓄電池を内蔵
することにより，外部電源が期待できない場合で
も動作可能な設計とする。

【3.1.1 ページング装置】
・ページング装置は，非常用所内電源系統，無停
電電源に接続又は蓄電池を内蔵することにより，
外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計
とする。

【3.1.2 所内携帯電話】
・所内携帯電話は，蓄電池を内蔵することによ
り，外部電源が期待できない場合でも動作可能な
設計とする。
・所内携帯電話の端末の電源は，充電池を使用
し，外部電源が期待できない場合でも動作可能な
設計とする。

【3.1.3 専用回線電話】
・専用回線電話の電源は，充電池を使用し，外部
電源が期待できない場合でも動作可能な設計とす
る。

【3.1.4 一般加入電話】
・一般加入電話は，通信事業者回線から給電する
ことにより，外部電源が期待できない場合でも動
作可能な設計とする。

【3.1.5 ファクシミリ】
・ファクシミリは，無停電電源に接続することに
より，外部電源が期待できない場合でも動作可能
な設計とする。

【3.1.9 所内データ伝送設備】
・所内データ伝送設備は，無停電電源に接続する
ことにより，外部電源が期待できない場合でも動
作可能な設計とする。

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書

【通信連絡設備の共用】
・所内通信連絡設備のページング装置及び所内携
帯電話は，廃棄物管理施設及びMOX燃料加工施設
と共用する。
・所内データ伝送設備の環境中継サーバは，MOX
燃料加工施設と共用する。
・共用する所内通信連絡設備及び所内データ伝送
設備は，同一の端末を使用する設計とすること
で，共用によって再処理施設の安全性を損なわな
い設計とする。

Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

1.概要
2.基本方針
　2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
3.施設の詳細設計方針
　3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）

【2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）】
・所内通信連絡設備は，化学物質の漏えい又は異
臭等の異常を確認した者（立会人，公的機関から
情報を入手した者等）が中央制御室の運転員（統
括当直長）に有毒ガスの発生を連絡する場合，中
央制御室の運転員（統括当直長）から中央制御
室，屋外及び屋内の運転員に有毒ガスの発生を連
絡する場合，中央制御室の運転員（統括当直長）
から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室の運転員に有毒ガスの発生を連絡する場合及び
中央制御室の運転員（統括当直長）から緊急時対
策所の設計基準事故並びに重大事故等の対処に必
要な指示を行う要員（非常時対策組織本部の本部
長）に有毒ガスの発生を連絡する場合においても
使用する。

【3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）】
・所内通信連絡設備は，第1表に示すとおり化学
物質の漏えい又は異臭等の異常を確認した者（立
会人，公的機関から情報を入手した者等）が中央
制御室の運転員（統括当直長）に有毒ガスの発生
を連絡する場合，中央制御室の運転員（統括当直
長）から中央制御室，屋外及び屋内の運転員に有
毒ガスの発生を連絡する場合，中央制御室の運転
員（統括当直長）から使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設の制御室の運転員に有毒ガスの発生を
連絡する場合及び中央制御室の運転員（統括当直
長）から緊急時対策所の設計基準事故並びに重大
事故等の対処に必要な指示を行う要員（非常時対
策組織本部の本部長）に有毒ガスの発生を連絡す
る場合においても使用する。

通信連絡設備

― 通信連絡設備

〇 ―

〇

659



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
項目
番号

7.3.10.1.2　通信連絡設備（事業所外）
再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合において，国，地方公共
団体，その他関係機関等の必要箇所へ事故に係る通信連絡を音声等により
行うことができる所外通信連絡設備として，統合原子力防災ネットワーク
IP電話，統合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネットワー
クTV会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファ
クシミリを設置する設計とする。

また，再処理事業所内から事業所外の緊急時対策支援システム（ERSS）へ
必要なデータを伝送できる所外データ伝送設備として，データ伝送設備を
設置する設計とする。

所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備については，有線回線，無線回
線又は衛星回線による通信方式の多様性を確保した構成の通信回線に接続
する。統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力防災ネットワーク
IP-FAX，統合原子力防災ネットワークTV会議システム及びデータ伝送設備
は，専用通信回線に接続し，輻輳等による制限を受けることなく常時使用
可能な設計とする。また，これらの専用通信回線の容量は通話及びデータ
伝送に必要な容量に対し十分な余裕を確保した設計とする。

データ伝送設備
基本方針
設計方針

Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

1.概要
2.基本方針
　2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）
3.施設の詳細設計方針
　3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）
　　3.2.7 所外データ伝送設備

統合原子力防災ネットワークIP電話
統合原子力防災ネットワークIP-FAX
統合原子力防災ネットワークTV会議システム
一般加入電話
一般携帯電話
衛星携帯電話
ファクシミリ

基本方針
設計方針

Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

1.概要
2.基本方針
　2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）
3.施設の詳細設計方針
　3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）
　　3.2.1 統合原子力防災ネットワークIP電話，
統合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力
防災ネットワークTV会議システム
　　3.2.2 一般加入電話
　　3.2.3 一般携帯電話
　　3.2.4 衛星携帯電話
　　3.2.5 ファクシミリ

通信連絡設備
基本方針
設計方針

Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

1.概要
2.基本方針
　2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）
3.施設の詳細設計方針
　3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）

【2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・設計基準事故が発生した場合において，国，地
方公共団体，その他関係機関等の必要箇所へ事故
に係る通信連絡を音声又は文書により行うことが
できるよう，所外通信連絡設備を設置する設計と
する。
・また，再処理事業所内から事業所外の緊急時対
策支援システム（ERSS）へ必要なデータを伝送で
きるデータ伝送設備を設置する設計とする。
・所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備は，
有線回線，無線回線又は衛星回線による通信方式
の多様性を確保した構成の通信回線に接続する。

【3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・設計基準事故が発生した場合において，国，地
方公共団体，その他関係機関等の必要箇所へ事故
に係る通信連絡を音声又は文書により行うことが
できる所外通信連絡設備として，第2表に示す統
合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力防
災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネット
ワークTV会議システム，一般加入電話，一般携帯
電話，衛星携帯電話及びファクシミリを設置する
設計とする。
・また，再処理事業所内から事業所外の緊急時対
策支援システム（ERSS）へ必要なデータを伝送で
きる所外データ伝送設備として，データ伝送設備
を設置する設計とする。所外通信連絡設備及び所
外データ伝送設備については，第5表に示す通
り，有線回線，無線回線又は衛星回線による通信
方式の多様性を確保した構成の通信回線に接続す
る。
・所外通信連絡設備の一部は，MOX燃料加工施設
と共用する設計とし，各設備の共用の区分を第1
表に示す。
・設計基準事故が発生した場合に必要な通信連絡
設備（再処理事業所外）の配置を第5図に示す。

【3.2.1 統合原子力防災ネットワークIP電話，統
合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防
災ネットワークTV会議システム】
・緊急時対策所と国，地方公共団体，その他関係
機関等との間で通信連絡を音声又は文書により行
うために，第4図に示すとおり通信事業者が提供
する専用の統合原子力防災ネットワーク回線（有
線回線又は衛星回線）による統合原子力防災ネッ
トワークに接続する統合原子力防災ネットワーク
IP電話，統合原子力防災ネットワークIP-FAX，統
合原子力防災ネットワークTV会議システムを設置
する設計とする。
・統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子
力防災ネットワークIP-FAX及び統合原子力防災
ネットワークTV会議システムは有線及び衛星回線
を使用できる設計とする。

【3.2.2 一般加入電話】
・中央制御室及び緊急時対策所と国，地方公共団
体，その他関係機関等との間で通信連絡を音声に
より行うために，通信事業者が提供する回線（有
線回線）に接続する一般加入電話を設置する設計
とする。

【3.2.3 一般携帯電話】
・緊急時対策所と国，地方公共団体，その他関係
機関等との間で通信連絡を音声により行うため
に，通信事業者が提供する通信回線（無線回線）
に接続する一般携帯電話を設置する設計とする。

【3.2.4 衛星携帯電話】
・緊急時対策所と国，地方公共団体，その他関係
機関等との間で通信連絡を音声により行うため
に，通信事業者が提供する回線（衛星回線）に接
続する衛星携帯電話を設置する設計とする。

【3.2.5 ファクシミリ】
・緊急時対策所と国，地方公共団体，その他関係
機関等との間で通信連絡を文書により行うため
に，通信事業者が提供する通信回線（有線回線）
に接続するファクシミリを設置する設計とする。

【3.2.7 所外データ伝送設備】
・再処理事業所内から再処理事業所外の緊急時対
策支援システム（ERSS）へ第5表に示す必要な
データを伝送できる所外データ伝送設備として，
第3図に示すとおり通信事業者が提供する専用の
統合原子力防災ネットワーク回線（有線回線又は
衛星回線）に接続するデータ伝送設備を設置する
設計とする。
・また，データ伝送設備は，常時伝送を行う設計
とする。

【2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備は，
有線回線，無線回線又は衛星回線による通信方式
の多様性を確保した構成の通信回線に接続する。

【3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・また，再処理事業所内から事業所外の緊急時対
策支援システム（ERSS）へ必要なデータを伝送で
きる所外データ伝送設備として，データ伝送設備
を設置する。所外通信連絡設備及び所外データ伝
送設備については，第5表に示す通り，有線回
線，無線回線又は衛星回線による通信方式の多様
性を確保した構成の通信回線に接続する。
・統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子
力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネッ
トワークTV会議システム及びデータ伝送設備は，
専用通信回線に接続し，回線輻輳，機器単一故
障，容量不足による制限を受けることなく常時使
用できる設計とする。また，これらの専用通信回
線の容量は，通話及びデータ伝送に必要な容量に
対し十分な余裕を確保した設計とする。

設置要求

設置要求

設置要求

― ―

― ― ― ― ―

― ― ―11

12

13

― ―

― ― ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第31条 通信連絡設備）

別紙２

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
項目
番号

7.3.10.1.2　通信連絡設備（事業所外）
再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合において，国，地方公共
団体，その他関係機関等の必要箇所へ事故に係る通信連絡を音声等により
行うことができる所外通信連絡設備として，統合原子力防災ネットワーク
IP電話，統合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネットワー
クTV会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファ
クシミリを設置する設計とする。

また，再処理事業所内から事業所外の緊急時対策支援システム（ERSS）へ
必要なデータを伝送できる所外データ伝送設備として，データ伝送設備を
設置する設計とする。

所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備については，有線回線，無線回
線又は衛星回線による通信方式の多様性を確保した構成の通信回線に接続
する。統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力防災ネットワーク
IP-FAX，統合原子力防災ネットワークTV会議システム及びデータ伝送設備
は，専用通信回線に接続し，輻輳等による制限を受けることなく常時使用
可能な設計とする。また，これらの専用通信回線の容量は通話及びデータ
伝送に必要な容量に対し十分な余裕を確保した設計とする。

データ伝送設備
基本方針
設計方針

統合原子力防災ネットワークIP電話
統合原子力防災ネットワークIP-FAX
統合原子力防災ネットワークTV会議システム
一般加入電話
一般携帯電話
衛星携帯電話
ファクシミリ

基本方針
設計方針

通信連絡設備
基本方針
設計方針

設置要求

設置要求

設置要求

11

12

13

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

【3.2.7 所外データ伝送設備】
・再処理事業所内から再処理事業所外の緊急時対
策支援システム（ERSS）へ第5表に示す必要な
データを伝送できる所外データ伝送設備として，
第3図に示すとおり通信事業者が提供する専用の
統合原子力防災ネットワーク回線（有線回線又は
衛星回線）に接続するデータ伝送設備を設置する
設計とする。
・また，データ伝送設備は，常時伝送を行う設計
とする。

【2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備は，
有線回線，無線回線又は衛星回線による通信方式
の多様性を確保した構成の通信回線に接続する。

【3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・また，再処理事業所内から事業所外の緊急時対
策支援システム（ERSS）へ必要なデータを伝送で
きる所外データ伝送設備として，データ伝送設備
を設置する。所外通信連絡設備及び所外データ伝
送設備については，第5表に示す通り，有線回
線，無線回線又は衛星回線による通信方式の多様
性を確保した構成の通信回線に接続する。
・統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子
力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネッ
トワークTV会議システム及びデータ伝送設備は，
専用通信回線に接続し，回線輻輳，機器単一故
障，容量不足による制限を受けることなく常時使
用できる設計とする。また，これらの専用通信回
線の容量は，通話及びデータ伝送に必要な容量に
対し十分な余裕を確保した設計とする。

Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

【2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・設計基準事故が発生した場合において，国，地
方公共団体，その他関係機関等の必要箇所へ事故
に係る通信連絡を音声又は文書により行うことが
できるよう，所外通信連絡設備を設置する設計と
する。
・また，再処理事業所内から事業所外の緊急時対
策支援システム（ERSS）へ必要なデータを伝送で
きるデータ伝送設備を設置する設計とする。
・所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備は，
有線回線，無線回線又は衛星回線による通信方式
の多様性を確保した構成の通信回線に接続する。

【3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・設計基準事故が発生した場合において，国，地
方公共団体，その他関係機関等の必要箇所へ事故
に係る通信連絡を音声又は文書により行うことが
できる所外通信連絡設備として，第2表に示す統
合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力防
災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネット
ワークTV会議システム，一般加入電話，一般携帯
電話，衛星携帯電話及びファクシミリを設置する
設計とする。
・また，再処理事業所内から事業所外の緊急時対
策支援システム（ERSS）へ必要なデータを伝送で
きる所外データ伝送設備として，データ伝送設備
を設置する設計とする。所外通信連絡設備及び所
外データ伝送設備については，第5表に示す通
り，有線回線，無線回線又は衛星回線による通信
方式の多様性を確保した構成の通信回線に接続す
る。
・所外通信連絡設備の一部は，MOX燃料加工施設
と共用する設計とし，各設備の共用の区分を第1
表に示す。
・設計基準事故が発生した場合に必要な通信連絡
設備（再処理事業所外）の配置を第5図に示す。

【3.2.1 統合原子力防災ネットワークIP電話，統
合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防
災ネットワークTV会議システム】
・緊急時対策所と国，地方公共団体，その他関係
機関等との間で通信連絡を音声又は文書により行
うために，第4図に示すとおり通信事業者が提供
する専用の統合原子力防災ネットワーク回線（有
線回線又は衛星回線）による統合原子力防災ネッ
トワークに接続する統合原子力防災ネットワーク
IP電話，統合原子力防災ネットワークIP-FAX，統
合原子力防災ネットワークTV会議システムを設置
する設計とする。
・統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子
力防災ネットワークIP-FAX及び統合原子力防災
ネットワークTV会議システムは有線及び衛星回線
を使用できる設計とする。

【3.2.2 一般加入電話】
・中央制御室及び緊急時対策所と国，地方公共団
体，その他関係機関等との間で通信連絡を音声に
より行うために，通信事業者が提供する回線（有
線回線）に接続する一般加入電話を設置する設計
とする。

【3.2.3 一般携帯電話】
・緊急時対策所と国，地方公共団体，その他関係
機関等との間で通信連絡を音声により行うため
に，通信事業者が提供する通信回線（無線回線）
に接続する一般携帯電話を設置する設計とする。

【3.2.4 衛星携帯電話】
・緊急時対策所と国，地方公共団体，その他関係
機関等との間で通信連絡を音声により行うため
に，通信事業者が提供する回線（衛星回線）に接
続する衛星携帯電話を設置する設計とする。

【3.2.5 ファクシミリ】
・緊急時対策所と国，地方公共団体，その他関係
機関等との間で通信連絡を文書により行うため
に，通信事業者が提供する通信回線（有線回線）
に接続するファクシミリを設置する設計とする。

統合原子力防災ネットワークIP電話
統合原子力防災ネットワークIP-FAX
統合原子力防災ネットワークTV会議システム
一般加入電話
一般携帯電話
衛星携帯電話
ファクシミリ

〇

〇

〇

―

―

―

データ伝送設備

通信連絡設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第31条 通信連絡設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
項目
番号

所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備については，無停電電源に接続
することにより，外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とす
る。

通信連絡設備
基本方針
設計方針

Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

1.概要
2.基本方針
　2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）
3.施設の詳細設計方針
　3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）
　　3.2.1 統合原子力防災ネットワークIP電話，
統合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力
防災ネットワークTV会議システム
　　3.2.2 一般加入電話
　　3.2.3 一般携帯電話
　　3.2.4 衛星携帯電話
　　3.2.5 ファクシミリ
　　3.2.7 所外データ伝送設備

【2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備は，
無停電電源に接続することにより，外部電源が期
待できない場合でも動作可能な設計とする。

【3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備につ
いては，第1図に示すとおり無停電電源に接続す
ることにより，外部電源が期待できない場合でも
動作可能な設計とする。

【3.2.1 統合原子力防災ネットワークIP電話，統
合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防
災ネットワークTV会議システム】
・統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子
力防災ネットワークIP-FAX及び統合原子力防災
ネットワークTV会議システムは，無停電電源に接
続することにより，外部電源が期待できない場合
でも動作可能な設計とする。

【3.2.2 一般加入電話】
・一般加入電話は，通信事業者回線から給電する
ことにより，外部電源が期待できない場合でも動
作可能な設計とする。

【3.2.3 一般携帯電話】
・一般携帯電話は，充電池を内蔵することによ
り，外部電源が期待できない場合でも動作可能な
設計とする。

【3.2.4 衛星携帯電話】
・衛星携帯電話は，無停電電源に接続することに
より，外部電源が期待できない場合でも動作可能
な設計とする。

【3.2.5 ファクシミリ】
・ファクシミリは，無停電電源に接続することに
より，外部電源が期待できない場合でも動作可能
な設計とする。

【3.2.7 所外データ伝送設備】
・データ伝送設備は，無停電電源に接続すること
により，外部電源が期待できない場合でも動作可
能な設計とする。

設置要求 ― ― ― ― ―14
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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別紙２

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
項目
番号

所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備については，無停電電源に接続
することにより，外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とす
る。

通信連絡設備
基本方針
設計方針

設置要求14

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

―― ―
Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

【2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備は，
無停電電源に接続することにより，外部電源が期
待できない場合でも動作可能な設計とする。

【3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備につ
いては，第1図に示すとおり無停電電源に接続す
ることにより，外部電源が期待できない場合でも
動作可能な設計とする。

【3.2.1 統合原子力防災ネットワークIP電話，統
合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防
災ネットワークTV会議システム】
・統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子
力防災ネットワークIP-FAX及び統合原子力防災
ネットワークTV会議システムは，無停電電源に接
続することにより，外部電源が期待できない場合
でも動作可能な設計とする。

【3.2.2 一般加入電話】
・一般加入電話は，通信事業者回線から給電する
ことにより，外部電源が期待できない場合でも動
作可能な設計とする。

【3.2.3 一般携帯電話】
・一般携帯電話は，充電池を内蔵することによ
り，外部電源が期待できない場合でも動作可能な
設計とする。

【3.2.4 衛星携帯電話】
・衛星携帯電話は，無停電電源に接続することに
より，外部電源が期待できない場合でも動作可能
な設計とする。

【3.2.5 ファクシミリ】
・ファクシミリは，無停電電源に接続することに
より，外部電源が期待できない場合でも動作可能
な設計とする。

【3.2.7 所外データ伝送設備】
・データ伝送設備は，無停電電源に接続すること
により，外部電源が期待できない場合でも動作可
能な設計とする。

―〇 通信連絡設備

663



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第31条 通信連絡設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
項目
番号

16
所外通信連絡設備は，化学物質の漏えい又は異臭等の異常を確認した者
（立会人，公的機関から情報を入手した者等）が中央制御室の運転員（統
括当直長）に有毒ガスの発生を連絡する場合においても使用する。

設置要求 通信連絡設備
基本方針
設計方針

Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

1.概要
2.基本方針
　2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）
3.施設の詳細設計方針
　3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）

【2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・所外通信連絡設備は，化学物質の漏えい又は異
臭等の異常を確認した者（立会人，公的機関から
情報を入手した者等）が中央制御室の運転員（統
括当直長）に有毒ガスの発生を連絡する場合にお
いても使用する。

【3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・所外通信連絡設備は，第2表に示すとおり化学
物質の漏えい又は異臭等の異常を確認した者（立
会人，公的機関から情報を入手した者等）が中央
制御室の運転員（統括当直長）に有毒ガスの発生
を連絡する場合においても使用する。

17

所外通信連絡設備の統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力防災
ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネットワークTV会議システム，一般
加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリは，MOX燃料加
工施設と共用する。

機能要求① 通信連絡設備 設計方針（共用） ― ― ― ― ―

18
共用する所外通信連絡設備は，同一の端末を使用する設計とすることで，
共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求① 通信連絡設備 設計方針（共用） ― ― ― ― ―

設計基準事故が発生した場合において，データ伝送設備は，基準地震動Ｓ
ｓによる地震力に対し，地震時及び地震後においても，緊急時対策支援シ
ステム（ERSS）へ必要なデータを伝送する機能を保持するため，固定によ
る転倒防止措置を実施する設計とする。

通信連絡設備 設計方針

Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

1.概要
2.基本方針
　2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）
3.施設の詳細設計方針
　3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）
　　3.2.7 所外データ伝送設備

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書

【3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・設計基準事故が発生した場合において，データ
伝送設備は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対
し，地震時及び地震後においても，緊急時対策支
援システム（ERSS）へ必要なデータを伝送する機
能を保持するため，第4表に示す固定による転倒
防止措置を実施するとともに，信号ケーブル及び
電源ケーブルは，耐震性を有する電線管及びケー
ブルトレイの電路に敷設する設計とする。
・転倒防止措置の基本方針については，添付書類
「Ⅵ－１－１－４－１　安全機能を有する施設が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書」に，耐震性に関する基本方針は，添付書類
「Ⅳ－１－１　耐震設計の基本方針」に示す。

【通信連絡設備の共用】
・所外通信連絡設備の統合原子力防災ネットワー
クIP電話，統合原子力防災ネットワークIP-FAX，
統合原子力防災ネットワークTV会議システム，一
般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及び
ファクシミリは，MOX燃料加工施設と共用する。
・共用する所外通信連絡設備は，同一の端末を使
用する設計とすることで，共用によって再処理施
設の安全性を損なわない設計とする。

― ― ― ― ―15 設置要求
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別紙２

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
項目
番号

16
所外通信連絡設備は，化学物質の漏えい又は異臭等の異常を確認した者
（立会人，公的機関から情報を入手した者等）が中央制御室の運転員（統
括当直長）に有毒ガスの発生を連絡する場合においても使用する。

設置要求 通信連絡設備
基本方針
設計方針

17

所外通信連絡設備の統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力防災
ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネットワークTV会議システム，一般
加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリは，MOX燃料加
工施設と共用する。

機能要求① 通信連絡設備 設計方針（共用）

18
共用する所外通信連絡設備は，同一の端末を使用する設計とすることで，
共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求① 通信連絡設備 設計方針（共用）

設計基準事故が発生した場合において，データ伝送設備は，基準地震動Ｓ
ｓによる地震力に対し，地震時及び地震後においても，緊急時対策支援シ
ステム（ERSS）へ必要なデータを伝送する機能を保持するため，固定によ
る転倒防止措置を実施する設計とする。

通信連絡設備 設計方針15 設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

1.概要
2.基本方針
　2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）
3.施設の詳細設計方針
　3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）

【2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・所外通信連絡設備は，化学物質の漏えい又は異
臭等の異常を確認した者（立会人，公的機関から
情報を入手した者等）が中央制御室の運転員（統
括当直長）に有毒ガスの発生を連絡する場合にお
いても使用する。

【3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・所外通信連絡設備は，第2表に示すとおり化学
物質の漏えい又は異臭等の異常を確認した者（立
会人，公的機関から情報を入手した者等）が中央
制御室の運転員（統括当直長）に有毒ガスの発生
を連絡する場合においても使用する。

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

― ――
Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

【3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・設計基準事故が発生した場合において，データ
伝送設備は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対
し，地震時及び地震後においても，緊急時対策支
援システム（ERSS）へ必要なデータを伝送する機
能を保持するため，第4表に示す固定による転倒
防止措置を実施するとともに，信号ケーブル及び
電源ケーブルは，耐震性を有する電線管及びケー
ブルトレイの電路に敷設する設計とする。
・転倒防止措置の基本方針については，添付書類
「Ⅵ－１－１－４－１　安全機能を有する施設が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書」に，耐震性に関する基本方針は，添付書類
「Ⅳ－１－１　耐震設計の基本方針」に示す。

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書

【通信連絡設備の共用】
・所外通信連絡設備の統合原子力防災ネットワー
クIP電話，統合原子力防災ネットワークIP-FAX，
統合原子力防災ネットワークTV会議システム，一
般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及び
ファクシミリは，MOX燃料加工施設と共用する。
・共用する所外通信連絡設備は，同一の端末を使
用する設計とすることで，共用によって再処理施
設の安全性を損なわない設計とする。

通信連絡設備―〇
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1

第2章　個別項目
7.　その他再処理設備の附属施設
7.3　その他主要な事項
7.3.10　通信連絡設備
通信連絡設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通項
目の「2.地盤」，「3.自然現象等」，「5.火災等による損傷の防止」，
「6.再処理施設内における溢水による損傷の防止」，「7.再処理施設内に
おける化学薬品の漏えいによる損傷の防止」及び「9.設備に対する要求」
に基づくものとする。

冒頭宣言 ― ― ― ―

2
7.3.10.1　通信連絡設備
通信連絡設備は，警報装置，所内通信連絡設備，所内データ伝送設備，所
外通信連絡設備及び所外データ伝送設備で構成する。

設置要求 通信連絡設備 基本方針

5
また，緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデータを伝送できる所内
データ伝送設備として，プロセスデータ伝送サーバ，放射線管理用計算
機，環境中継サーバ及び総合防災盤を設置する設計とする。

設置要求

プロセスデータ伝送サーバ
放射線管理用計算機
環境中継サーバ
総合防災盤

基本方針
設計方針

【3.1.9　所内データ伝送設備】
・緊急時対策所へ事故状態，運転時の状態及び停
止時の状態の把握に必要なデータを伝送できる所
内データ伝送設備として，第3図に示すとおりプ
ロセスデータ伝送サーバ，放射線管理用計算機，
環境中継サーバ及び総合防災盤を設置する設計と
する。

添付書類　構成 添付書類　説明内容基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

設置要求

設置要求

通信連絡設備
基本方針
設計方針

ページング装置
所内携帯電話
専用回線電話
一般加入電話
ファクシミリ

設計方針

7.3.10.1.1　通信連絡設備（事業所内）
再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合において，中央制御室等
から再処理事業所内の各所の者への必要な操作，作業又は退避の指示等の
連絡をブザー鳴動等により行うことができる装置及び音声等により行うこ
とができる設備として，警報装置及び有線回線又は無線回線による通信方
式の多様性を確保した所内通信連絡設備を設置する設計とする。

警報装置としてページング装置を，多様性を確保した所内通信連絡設備と
してページング装置，所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話及び
ファクシミリを設置する設計とする。

【2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）】
・再処理事業所には，設計基準事故が発生した場
合において，中央制御室，使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設の制御室，緊急時対策所並びに現
場から再処理事業所内の各所の者への必要な操
作，作業又は退避の指示，作業完了連絡，異常発
見報告（以下，「必要な操作，作業又は退避の指
示等」という。）の連絡をブザー鳴動，自動音
声，音声又は文書により行うことができるよう，
警報装置，有線回線又は無線回線による通信方式
の多様性を確保した所内通信連絡設備を設置する
設計とする。
・また，緊急時対策所へ事故状態，運転時の状態
及び停止時の状態の把握に必要なデータを伝送で
きる所内データ伝送設備を設置する設計とする。

【3.1 所内通信連絡設備】
・設計基準事故が発生した場合において，中央制
御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制
御室，緊急時対策所並びに現場から再処理事業所
内の各所の者への必要な操作，作業又は退避の指
示等の連絡をブザー鳴動及び自動音声により行う
ことができる装置並びに音声又は文書により行う
ことができる設備として，第1表に示す警報装置
及び有線回線又は無線回線による通信方式の多様
性を確保した所内通信連絡設備を設置する設計と
する。
・警報装置としてページング装置を，多様性を確
保した所内通信連絡設備としてページング装置，
所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話及び
ファクシミリを設置する設計とする。
・緊急時対策所へ事故状態，運転時の状態及び停
止時の状態の把握に必要なデータを伝送できる所
内データ伝送設備として，プロセスデータ伝送
サーバ，放射線管理用計算機，環境中継サーバ及
び総合防災盤を設置する設計とする。
・所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備の一
部は，MOX燃料加工施設及び廃棄物管理施設と共
用する設計とし，各設備の共用の区分を第1表に
示す。
・設計基準事故が発生した場合に必要な通信連絡
設備（再処理事業所内）の配置を第5図に示す。

【3.1.1 ページング装置】
・中央制御室及び緊急時対策所から再処理事業所
内の各所の者に操作，作業又は退避の指示等の連
絡をブザー鳴動，自動音声及び音声により行うた
めに，ページング装置を設置する。ページング装
置は，マイク操作器及びスピーカから構成され
る。
・指示は，中央制御室及び緊急時対策所に設置す
るマイク操作器を使用し，スピーカにて音声によ
り行うことができる設計とする。また，中央制御
室及び緊急時対策所から再処理事業所内へブザー
鳴動及び自動音声による警報を行うことができる
設計とする。

【3.1.2 所内携帯電話】
・中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室，緊急時対策所並びに屋内外の作業
場所との間で通信連絡を音声により行うために，
所内携帯電話を設置する設計とする。

【3.1.3 専用回線電話】
・中央制御室と使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室並びに中央制御室と緊急時対策所と
の間で通信連絡を音声により行うために，専用回
線電話を設置する設計とする。

【3.1.4 一般加入電話】
・中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室並びに緊急時対策所との間で通信連
絡を音声により行うために，一般加入電話を設置
する設計とする。

【3.1.5 ファクシミリ】
・中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設の制御室との間で通信連絡を文書により
行うために，ファクシミリを設置する設計とす
る。

Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

1.概要
2.基本方針
　2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
3.施設の詳細設計方針
　3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
　　3.1.1 ページング装置
　　3.1.2 所内携帯電話
　　3.1.3 専用回線電話
　　3.1.4 一般加入電話
　　3.1.5 ファクシミリ
　　3.1.9 所内データ伝送設備

項目
番号

3

4
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第2章　個別項目
7.　その他再処理設備の附属施設
7.3　その他主要な事項
7.3.10　通信連絡設備
通信連絡設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通項
目の「2.地盤」，「3.自然現象等」，「5.火災等による損傷の防止」，
「6.再処理施設内における溢水による損傷の防止」，「7.再処理施設内に
おける化学薬品の漏えいによる損傷の防止」及び「9.設備に対する要求」
に基づくものとする。

冒頭宣言 ― ―

7.3.10.1　通信連絡設備
通信連絡設備は，警報装置，所内通信連絡設備，所内データ伝送設備，所
外通信連絡設備及び所外データ伝送設備で構成する。

設置要求 通信連絡設備 基本方針

また，緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデータを伝送できる所内
データ伝送設備として，プロセスデータ伝送サーバ，放射線管理用計算
機，環境中継サーバ及び総合防災盤を設置する設計とする。

設置要求

プロセスデータ伝送サーバ
放射線管理用計算機
環境中継サーバ
総合防災盤

基本方針
設計方針

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

設置要求

設置要求

通信連絡設備
基本方針
設計方針

ページング装置
所内携帯電話
専用回線電話
一般加入電話
ファクシミリ

設計方針

7.3.10.1.1　通信連絡設備（事業所内）
再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合において，中央制御室等
から再処理事業所内の各所の者への必要な操作，作業又は退避の指示等の
連絡をブザー鳴動等により行うことができる装置及び音声等により行うこ
とができる設備として，警報装置及び有線回線又は無線回線による通信方
式の多様性を確保した所内通信連絡設備を設置する設計とする。

警報装置としてページング装置を，多様性を確保した所内通信連絡設備と
してページング装置，所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話及び
ファクシミリを設置する設計とする。

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

― ― ― ― ― ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 通信連絡設備 ― ―
Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

〇 ―

プロセスデータ伝送サーバ
放射線管理用計算機
環境中継サーバ
総合防災盤

― ― ―

【3.1.9　所内データ伝送設備】
・緊急時対策所へ事故状態，運転時の状態及び停
止時の状態の把握に必要なデータを伝送できる所
内データ伝送設備として，第3図に示すとおりプ
ロセスデータ伝送サーバ，放射線管理用計算機，
環境中継サーバ及び総合防災盤を設置する設計と
する。

第２回

通信連絡設備

ページング装置
所内携帯電話
専用回線電話
一般加入電話
ファクシミリ

【2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）】
・再処理事業所には，設計基準事故が発生した場
合において，中央制御室，使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設の制御室，緊急時対策所並びに現
場から再処理事業所内の各所の者への必要な操
作，作業又は退避の指示，作業完了連絡，異常発
見報告（以下，「必要な操作，作業又は退避の指
示等」という。）の連絡をブザー鳴動，自動音
声，音声又は文書により行うことができるよう，
警報装置，有線回線又は無線回線による通信方式
の多様性を確保した所内通信連絡設備を設置する
設計とする。
・また，緊急時対策所へ事故状態，運転時の状態
及び停止時の状態の把握に必要なデータを伝送で
きる所内データ伝送設備を設置する設計とする。

【3.1 所内通信連絡設備】
・設計基準事故が発生した場合において，中央制
御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制
御室，緊急時対策所並びに現場から再処理事業所
内の各所の者への必要な操作，作業又は退避の指
示等の連絡をブザー鳴動及び自動音声により行う
ことができる装置並びに音声又は文書により行う
ことができる設備として，第1表に示す警報装置
及び有線回線又は無線回線による通信方式の多様
性を確保した所内通信連絡設備を設置する設計と
する。
・警報装置としてページング装置を，多様性を確
保した所内通信連絡設備としてページング装置，
所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話及び
ファクシミリを設置する設計とする。
・緊急時対策所へ事故状態，運転時の状態及び停
止時の状態の把握に必要なデータを伝送できる所
内データ伝送設備として，プロセスデータ伝送
サーバ，放射線管理用計算機，環境中継サーバ及
び総合防災盤を設置する設計とする。
・所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備の一
部は，MOX燃料加工施設及び廃棄物管理施設と共
用する設計とし，各設備の共用の区分を第1表に
示す。
・設計基準事故が発生した場合に必要な通信連絡
設備（再処理事業所内）の配置を第5図に示す。

【3.1.1 ページング装置】
・中央制御室及び緊急時対策所から再処理事業所
内の各所の者に操作，作業又は退避の指示等の連
絡をブザー鳴動，自動音声及び音声により行うた
めに，ページング装置を設置する。ページング装
置は，マイク操作器及びスピーカから構成され
る。
・指示は，中央制御室及び緊急時対策所に設置す
るマイク操作器を使用し，スピーカにて音声によ
り行うことができる設計とする。また，中央制御
室及び緊急時対策所から再処理事業所内へブザー
鳴動及び自動音声による警報を行うことができる
設計とする。

【3.1.2 所内携帯電話】
・中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室，緊急時対策所並びに屋内外の作業
場所との間で通信連絡を音声により行うために，
所内携帯電話を設置する設計とする。

【3.1.3 専用回線電話】
・中央制御室と使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室並びに中央制御室と緊急時対策所と
の間で通信連絡を音声により行うために，専用回
線電話を設置する設計とする。

【3.1.4 一般加入電話】
・中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室並びに緊急時対策所との間で通信連
絡を音声により行うために，一般加入電話を設置
する設計とする。

【3.1.5 ファクシミリ】
・中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設の制御室との間で通信連絡を文書により
行うために，ファクシミリを設置する設計とす
る。

― ―

―

―

―

通信連絡設備

ページング装置
所内携帯電話

Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

〇

〇 ―
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添付書類　構成 添付書類　説明内容基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
項目
番号

8
所内通信連絡設備のページング装置及び所内携帯電話は，廃棄物管理施設
及びMOX燃料加工施設と共用する。

機能要求① 通信連絡設備 設計方針（共用）

9 所内データ伝送設備の環境中継サーバは，MOX燃料加工施設と共用する。 機能要求① 通信連絡設備 設計方針（共用）

10
共用する所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備は，同一の端末を使用
する設計又は十分な容量を確保する設計とすることで，共用によって再処
理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求① 通信連絡設備 設計方針（共用）

警報装置，所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備については，非常用
所内電源系統，無停電電源に接続又は蓄電池を内蔵することにより，外部
電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。

通信連絡設備
基本方針
設計方針

Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

1.概要
2.基本方針
　2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
3.施設の詳細設計方針
　3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
　　3.1.1 ページング装置
　　3.1.2 所内携帯電話
　　3.1.3 専用回線電話
　　3.1.4 一般加入電話
　　3.1.5 ファクシミリ
　　3.1.9 所内データ伝送設備

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書

【2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）】
・警報装置，所内通信連絡設備及び所内データ伝
送設備は，非常用所内電源系統，無停電電源に接
続又は蓄電池を内蔵することにより，外部電源が
期待できない場合でも動作可能な設計とする。

【3.1 所内通信連絡設備】
・警報装置，所内通信連絡設備及び所内データ伝
送設備については，第1図に示すとおり非常用所
内電源系統，無停電電源に接続又は蓄電池を内蔵
することにより，外部電源が期待できない場合で
も動作可能な設計とする。

【3.1.1 ページング装置】
・ページング装置は，非常用所内電源系統，無停
電電源に接続又は蓄電池を内蔵することにより，
外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計
とする。

【3.1.2 所内携帯電話】
・所内携帯電話は，蓄電池を内蔵することによ
り，外部電源が期待できない場合でも動作可能な
設計とする。
・所内携帯電話の端末の電源は，充電池を使用
し，外部電源が期待できない場合でも動作可能な
設計とする。

【3.1.3 専用回線電話】
・専用回線電話の電源は，充電池を使用し，外部
電源が期待できない場合でも動作可能な設計とす
る。

【3.1.4 一般加入電話】
・一般加入電話は，通信事業者回線から給電する
ことにより，外部電源が期待できない場合でも動
作可能な設計とする。

【3.1.5 ファクシミリ】
・ファクシミリは，無停電電源に接続することに
より，外部電源が期待できない場合でも動作可能
な設計とする。

【3.1.9 所内データ伝送設備】
・所内データ伝送設備は，無停電電源に接続する
ことにより，外部電源が期待できない場合でも動
作可能な設計とする。

【通信連絡設備の共用】
・所内通信連絡設備のページング装置及び所内携
帯電話は，廃棄物管理施設及びMOX燃料加工施設
と共用する。
・所内データ伝送設備の環境中継サーバは，MOX
燃料加工施設と共用する。
・共用する所内通信連絡設備及び所内データ伝送
設備は，同一の端末を使用する設計とすること
で，共用によって再処理施設の安全性を損なわな
い設計とする。

設置要求6

7

所内通信連絡設備は，化学物質の漏えい又は異臭等の異常を確認した者
（立会人，公的機関から情報を入手した者等）が中央制御室の運転員（統
括当直長）に有毒ガスの発生を連絡する場合，中央制御室の運転員（統括
当直長）から中央制御室，屋外及び屋内の運転員に有毒ガスの発生を連絡
する場合，中央制御室の運転員（統括当直長）から使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設の制御室の運転員に有毒ガスの発生を連絡する場合及び中
央制御室の運転員（統括当直長）から緊急時対策所の設計基準事故並びに
重大事故等の対処に必要な指示を行う要員（非常時対策組織本部の本部
長）に有毒ガスの発生を連絡する場合においても使用する。

設置要求 通信連絡設備
基本方針
設計方針

Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

1.概要
2.基本方針
　2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
3.施設の詳細設計方針
　3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）

【2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）】
・所内通信連絡設備は，化学物質の漏えい又は異
臭等の異常を確認した者（立会人，公的機関から
情報を入手した者等）が中央制御室の運転員（統
括当直長）に有毒ガスの発生を連絡する場合，中
央制御室の運転員（統括当直長）から中央制御
室，屋外及び屋内の運転員に有毒ガスの発生を連
絡する場合，中央制御室の運転員（統括当直長）
から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室の運転員に有毒ガスの発生を連絡する場合及び
中央制御室の運転員（統括当直長）から緊急時対
策所の設計基準事故並びに重大事故等の対処に必
要な指示を行う要員（非常時対策組織本部の本部
長）に有毒ガスの発生を連絡する場合においても
使用する。

【3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）】
・所内通信連絡設備は，第1表に示すとおり化学
物質の漏えい又は異臭等の異常を確認した者（立
会人，公的機関から情報を入手した者等）が中央
制御室の運転員（統括当直長）に有毒ガスの発生
を連絡する場合，中央制御室の運転員（統括当直
長）から中央制御室，屋外及び屋内の運転員に有
毒ガスの発生を連絡する場合，中央制御室の運転
員（統括当直長）から使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設の制御室の運転員に有毒ガスの発生を
連絡する場合及び中央制御室の運転員（統括当直
長）から緊急時対策所の設計基準事故並びに重大
事故等の対処に必要な指示を行う要員（非常時対
策組織本部の本部長）に有毒ガスの発生を連絡す
る場合においても使用する。
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基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

所内通信連絡設備のページング装置及び所内携帯電話は，廃棄物管理施設
及びMOX燃料加工施設と共用する。

機能要求① 通信連絡設備 設計方針（共用）

所内データ伝送設備の環境中継サーバは，MOX燃料加工施設と共用する。 機能要求① 通信連絡設備 設計方針（共用）

共用する所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備は，同一の端末を使用
する設計又は十分な容量を確保する設計とすることで，共用によって再処
理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求① 通信連絡設備 設計方針（共用）

警報装置，所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備については，非常用
所内電源系統，無停電電源に接続又は蓄電池を内蔵することにより，外部
電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。

通信連絡設備
基本方針
設計方針

設置要求

所内通信連絡設備は，化学物質の漏えい又は異臭等の異常を確認した者
（立会人，公的機関から情報を入手した者等）が中央制御室の運転員（統
括当直長）に有毒ガスの発生を連絡する場合，中央制御室の運転員（統括
当直長）から中央制御室，屋外及び屋内の運転員に有毒ガスの発生を連絡
する場合，中央制御室の運転員（統括当直長）から使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設の制御室の運転員に有毒ガスの発生を連絡する場合及び中
央制御室の運転員（統括当直長）から緊急時対策所の設計基準事故並びに
重大事故等の対処に必要な指示を行う要員（非常時対策組織本部の本部
長）に有毒ガスの発生を連絡する場合においても使用する。

設置要求 通信連絡設備
基本方針
設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 ― 通信連絡設備 通信連絡設備 ― ―

〇 ― 通信連絡設備 通信連絡設備 ― ―

〇 ― 通信連絡設備 通信連絡設備 ― ―

―通信連絡設備 ―

通信連絡設備 ― ―

Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

【2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）】
・警報装置，所内通信連絡設備及び所内データ伝
送設備は，非常用所内電源系統，無停電電源に接
続又は蓄電池を内蔵することにより，外部電源が
期待できない場合でも動作可能な設計とする。

【3.1 所内通信連絡設備】
・警報装置，所内通信連絡設備及び所内データ伝
送設備については，第1図に示すとおり非常用所
内電源系統，無停電電源に接続又は蓄電池を内蔵
することにより，外部電源が期待できない場合で
も動作可能な設計とする。

【3.1.1 ページング装置】
・ページング装置は，非常用所内電源系統，無停
電電源に接続又は蓄電池を内蔵することにより，
外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計
とする。

【3.1.2 所内携帯電話】
・所内携帯電話は，蓄電池を内蔵することによ
り，外部電源が期待できない場合でも動作可能な
設計とする。
・所内携帯電話の端末の電源は，充電池を使用
し，外部電源が期待できない場合でも動作可能な
設計とする。

【3.1.3 専用回線電話】
・専用回線電話の電源は，充電池を使用し，外部
電源が期待できない場合でも動作可能な設計とす
る。

【3.1.4 一般加入電話】
・一般加入電話は，通信事業者回線から給電する
ことにより，外部電源が期待できない場合でも動
作可能な設計とする。

【3.1.5 ファクシミリ】
・ファクシミリは，無停電電源に接続することに
より，外部電源が期待できない場合でも動作可能
な設計とする。

【3.1.9 所内データ伝送設備】
・所内データ伝送設備は，無停電電源に接続する
ことにより，外部電源が期待できない場合でも動
作可能な設計とする。

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書

【通信連絡設備の共用】
・所内通信連絡設備のページング装置及び所内携
帯電話は，廃棄物管理施設及びMOX燃料加工施設
と共用する。
・所内データ伝送設備の環境中継サーバは，MOX
燃料加工施設と共用する。
・共用する所内通信連絡設備及び所内データ伝送
設備は，同一の端末を使用する設計とすること
で，共用によって再処理施設の安全性を損なわな
い設計とする。

Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

1.概要
2.基本方針
　2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
3.施設の詳細設計方針
　3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）

【2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）】
・所内通信連絡設備は，化学物質の漏えい又は異
臭等の異常を確認した者（立会人，公的機関から
情報を入手した者等）が中央制御室の運転員（統
括当直長）に有毒ガスの発生を連絡する場合，中
央制御室の運転員（統括当直長）から中央制御
室，屋外及び屋内の運転員に有毒ガスの発生を連
絡する場合，中央制御室の運転員（統括当直長）
から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室の運転員に有毒ガスの発生を連絡する場合及び
中央制御室の運転員（統括当直長）から緊急時対
策所の設計基準事故並びに重大事故等の対処に必
要な指示を行う要員（非常時対策組織本部の本部
長）に有毒ガスの発生を連絡する場合においても
使用する。

【3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）】
・所内通信連絡設備は，第1表に示すとおり化学
物質の漏えい又は異臭等の異常を確認した者（立
会人，公的機関から情報を入手した者等）が中央
制御室の運転員（統括当直長）に有毒ガスの発生
を連絡する場合，中央制御室の運転員（統括当直
長）から中央制御室，屋外及び屋内の運転員に有
毒ガスの発生を連絡する場合，中央制御室の運転
員（統括当直長）から使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設の制御室の運転員に有毒ガスの発生を
連絡する場合及び中央制御室の運転員（統括当直
長）から緊急時対策所の設計基準事故並びに重大
事故等の対処に必要な指示を行う要員（非常時対
策組織本部の本部長）に有毒ガスの発生を連絡す
る場合においても使用する。

通信連絡設備

― 通信連絡設備

〇 ―

〇
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添付書類　構成 添付書類　説明内容基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
項目
番号

7.3.10.1.2　通信連絡設備（事業所外）
再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合において，国，地方公共
団体，その他関係機関等の必要箇所へ事故に係る通信連絡を音声等により
行うことができる所外通信連絡設備として，統合原子力防災ネットワーク
IP電話，統合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネットワー
クTV会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファ
クシミリを設置する設計とする。

また，再処理事業所内から事業所外の緊急時対策支援システム（ERSS）へ
必要なデータを伝送できる所外データ伝送設備として，データ伝送設備を
設置する設計とする。

所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備については，有線回線，無線回
線又は衛星回線による通信方式の多様性を確保した構成の通信回線に接続
する。統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力防災ネットワーク
IP-FAX，統合原子力防災ネットワークTV会議システム及びデータ伝送設備
は，専用通信回線に接続し，輻輳等による制限を受けることなく常時使用
可能な設計とする。また，これらの専用通信回線の容量は通話及びデータ
伝送に必要な容量に対し十分な余裕を確保した設計とする。

データ伝送設備
基本方針
設計方針

Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

1.概要
2.基本方針
　2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）
3.施設の詳細設計方針
　3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）
　　3.2.7 所外データ伝送設備

統合原子力防災ネットワークIP電話
統合原子力防災ネットワークIP-FAX
統合原子力防災ネットワークTV会議システム
一般加入電話
一般携帯電話
衛星携帯電話
ファクシミリ

基本方針
設計方針

Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

1.概要
2.基本方針
　2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）
3.施設の詳細設計方針
　3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）
　　3.2.1 統合原子力防災ネットワークIP電話，
統合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力
防災ネットワークTV会議システム
　　3.2.2 一般加入電話
　　3.2.3 一般携帯電話
　　3.2.4 衛星携帯電話
　　3.2.5 ファクシミリ

通信連絡設備
基本方針
設計方針

Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

1.概要
2.基本方針
　2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）
3.施設の詳細設計方針
　3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）

【2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・設計基準事故が発生した場合において，国，地
方公共団体，その他関係機関等の必要箇所へ事故
に係る通信連絡を音声又は文書により行うことが
できるよう，所外通信連絡設備を設置する設計と
する。
・また，再処理事業所内から事業所外の緊急時対
策支援システム（ERSS）へ必要なデータを伝送で
きるデータ伝送設備を設置する設計とする。
・所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備は，
有線回線，無線回線又は衛星回線による通信方式
の多様性を確保した構成の通信回線に接続する。

【3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・設計基準事故が発生した場合において，国，地
方公共団体，その他関係機関等の必要箇所へ事故
に係る通信連絡を音声又は文書により行うことが
できる所外通信連絡設備として，第2表に示す統
合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力防
災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネット
ワークTV会議システム，一般加入電話，一般携帯
電話，衛星携帯電話及びファクシミリを設置する
設計とする。
・また，再処理事業所内から事業所外の緊急時対
策支援システム（ERSS）へ必要なデータを伝送で
きる所外データ伝送設備として，データ伝送設備
を設置する設計とする。所外通信連絡設備及び所
外データ伝送設備については，第5表に示す通
り，有線回線，無線回線又は衛星回線による通信
方式の多様性を確保した構成の通信回線に接続す
る。
・所外通信連絡設備の一部は，MOX燃料加工施設
と共用する設計とし，各設備の共用の区分を第1
表に示す。
・設計基準事故が発生した場合に必要な通信連絡
設備（再処理事業所外）の配置を第5図に示す。

【3.2.1 統合原子力防災ネットワークIP電話，統
合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防
災ネットワークTV会議システム】
・緊急時対策所と国，地方公共団体，その他関係
機関等との間で通信連絡を音声又は文書により行
うために，第4図に示すとおり通信事業者が提供
する専用の統合原子力防災ネットワーク回線（有
線回線又は衛星回線）による統合原子力防災ネッ
トワークに接続する統合原子力防災ネットワーク
IP電話，統合原子力防災ネットワークIP-FAX，統
合原子力防災ネットワークTV会議システムを設置
する設計とする。
・統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子
力防災ネットワークIP-FAX及び統合原子力防災
ネットワークTV会議システムは有線及び衛星回線
を使用できる設計とする。

【3.2.2 一般加入電話】
・中央制御室及び緊急時対策所と国，地方公共団
体，その他関係機関等との間で通信連絡を音声に
より行うために，通信事業者が提供する回線（有
線回線）に接続する一般加入電話を設置する設計
とする。

【3.2.3 一般携帯電話】
・緊急時対策所と国，地方公共団体，その他関係
機関等との間で通信連絡を音声により行うため
に，通信事業者が提供する通信回線（無線回線）
に接続する一般携帯電話を設置する設計とする。

【3.2.4 衛星携帯電話】
・緊急時対策所と国，地方公共団体，その他関係
機関等との間で通信連絡を音声により行うため
に，通信事業者が提供する回線（衛星回線）に接
続する衛星携帯電話を設置する設計とする。

【3.2.5 ファクシミリ】
・緊急時対策所と国，地方公共団体，その他関係
機関等との間で通信連絡を文書により行うため
に，通信事業者が提供する通信回線（有線回線）
に接続するファクシミリを設置する設計とする。

【3.2.7 所外データ伝送設備】
・再処理事業所内から再処理事業所外の緊急時対
策支援システム（ERSS）へ第5表に示す必要な
データを伝送できる所外データ伝送設備として，
第3図に示すとおり通信事業者が提供する専用の
統合原子力防災ネットワーク回線（有線回線又は
衛星回線）に接続するデータ伝送設備を設置する
設計とする。
・また，データ伝送設備は，常時伝送を行う設計
とする。

【2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備は，
有線回線，無線回線又は衛星回線による通信方式
の多様性を確保した構成の通信回線に接続する。

【3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・また，再処理事業所内から事業所外の緊急時対
策支援システム（ERSS）へ必要なデータを伝送で
きる所外データ伝送設備として，データ伝送設備
を設置する。所外通信連絡設備及び所外データ伝
送設備については，第5表に示す通り，有線回
線，無線回線又は衛星回線による通信方式の多様
性を確保した構成の通信回線に接続する。
・統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子
力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネッ
トワークTV会議システム及びデータ伝送設備は，
専用通信回線に接続し，回線輻輳，機器単一故
障，容量不足による制限を受けることなく常時使
用できる設計とする。また，これらの専用通信回
線の容量は，通話及びデータ伝送に必要な容量に
対し十分な余裕を確保した設計とする。

設置要求

設置要求

設置要求

11

12

13
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基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

7.3.10.1.2　通信連絡設備（事業所外）
再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合において，国，地方公共
団体，その他関係機関等の必要箇所へ事故に係る通信連絡を音声等により
行うことができる所外通信連絡設備として，統合原子力防災ネットワーク
IP電話，統合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネットワー
クTV会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファ
クシミリを設置する設計とする。

また，再処理事業所内から事業所外の緊急時対策支援システム（ERSS）へ
必要なデータを伝送できる所外データ伝送設備として，データ伝送設備を
設置する設計とする。

所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備については，有線回線，無線回
線又は衛星回線による通信方式の多様性を確保した構成の通信回線に接続
する。統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力防災ネットワーク
IP-FAX，統合原子力防災ネットワークTV会議システム及びデータ伝送設備
は，専用通信回線に接続し，輻輳等による制限を受けることなく常時使用
可能な設計とする。また，これらの専用通信回線の容量は通話及びデータ
伝送に必要な容量に対し十分な余裕を確保した設計とする。

データ伝送設備
基本方針
設計方針

統合原子力防災ネットワークIP電話
統合原子力防災ネットワークIP-FAX
統合原子力防災ネットワークTV会議システム
一般加入電話
一般携帯電話
衛星携帯電話
ファクシミリ

基本方針
設計方針

通信連絡設備
基本方針
設計方針

設置要求

設置要求

設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

【3.2.7 所外データ伝送設備】
・再処理事業所内から再処理事業所外の緊急時対
策支援システム（ERSS）へ第5表に示す必要な
データを伝送できる所外データ伝送設備として，
第3図に示すとおり通信事業者が提供する専用の
統合原子力防災ネットワーク回線（有線回線又は
衛星回線）に接続するデータ伝送設備を設置する
設計とする。
・また，データ伝送設備は，常時伝送を行う設計
とする。

【2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備は，
有線回線，無線回線又は衛星回線による通信方式
の多様性を確保した構成の通信回線に接続する。

【3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・また，再処理事業所内から事業所外の緊急時対
策支援システム（ERSS）へ必要なデータを伝送で
きる所外データ伝送設備として，データ伝送設備
を設置する。所外通信連絡設備及び所外データ伝
送設備については，第5表に示す通り，有線回
線，無線回線又は衛星回線による通信方式の多様
性を確保した構成の通信回線に接続する。
・統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子
力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネッ
トワークTV会議システム及びデータ伝送設備は，
専用通信回線に接続し，回線輻輳，機器単一故
障，容量不足による制限を受けることなく常時使
用できる設計とする。また，これらの専用通信回
線の容量は，通話及びデータ伝送に必要な容量に
対し十分な余裕を確保した設計とする。

Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

【2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・設計基準事故が発生した場合において，国，地
方公共団体，その他関係機関等の必要箇所へ事故
に係る通信連絡を音声又は文書により行うことが
できるよう，所外通信連絡設備を設置する設計と
する。
・また，再処理事業所内から事業所外の緊急時対
策支援システム（ERSS）へ必要なデータを伝送で
きるデータ伝送設備を設置する設計とする。
・所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備は，
有線回線，無線回線又は衛星回線による通信方式
の多様性を確保した構成の通信回線に接続する。

【3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・設計基準事故が発生した場合において，国，地
方公共団体，その他関係機関等の必要箇所へ事故
に係る通信連絡を音声又は文書により行うことが
できる所外通信連絡設備として，第2表に示す統
合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力防
災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネット
ワークTV会議システム，一般加入電話，一般携帯
電話，衛星携帯電話及びファクシミリを設置する
設計とする。
・また，再処理事業所内から事業所外の緊急時対
策支援システム（ERSS）へ必要なデータを伝送で
きる所外データ伝送設備として，データ伝送設備
を設置する設計とする。所外通信連絡設備及び所
外データ伝送設備については，第5表に示す通
り，有線回線，無線回線又は衛星回線による通信
方式の多様性を確保した構成の通信回線に接続す
る。
・所外通信連絡設備の一部は，MOX燃料加工施設
と共用する設計とし，各設備の共用の区分を第1
表に示す。
・設計基準事故が発生した場合に必要な通信連絡
設備（再処理事業所外）の配置を第5図に示す。

【3.2.1 統合原子力防災ネットワークIP電話，統
合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防
災ネットワークTV会議システム】
・緊急時対策所と国，地方公共団体，その他関係
機関等との間で通信連絡を音声又は文書により行
うために，第4図に示すとおり通信事業者が提供
する専用の統合原子力防災ネットワーク回線（有
線回線又は衛星回線）による統合原子力防災ネッ
トワークに接続する統合原子力防災ネットワーク
IP電話，統合原子力防災ネットワークIP-FAX，統
合原子力防災ネットワークTV会議システムを設置
する設計とする。
・統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子
力防災ネットワークIP-FAX及び統合原子力防災
ネットワークTV会議システムは有線及び衛星回線
を使用できる設計とする。

【3.2.2 一般加入電話】
・中央制御室及び緊急時対策所と国，地方公共団
体，その他関係機関等との間で通信連絡を音声に
より行うために，通信事業者が提供する回線（有
線回線）に接続する一般加入電話を設置する設計
とする。

【3.2.3 一般携帯電話】
・緊急時対策所と国，地方公共団体，その他関係
機関等との間で通信連絡を音声により行うため
に，通信事業者が提供する通信回線（無線回線）
に接続する一般携帯電話を設置する設計とする。

【3.2.4 衛星携帯電話】
・緊急時対策所と国，地方公共団体，その他関係
機関等との間で通信連絡を音声により行うため
に，通信事業者が提供する回線（衛星回線）に接
続する衛星携帯電話を設置する設計とする。

【3.2.5 ファクシミリ】
・緊急時対策所と国，地方公共団体，その他関係
機関等との間で通信連絡を文書により行うため
に，通信事業者が提供する通信回線（有線回線）
に接続するファクシミリを設置する設計とする。

統合原子力防災ネットワークIP電話
統合原子力防災ネットワークIP-FAX
統合原子力防災ネットワークTV会議システム
一般加入電話
一般携帯電話
衛星携帯電話
ファクシミリ

〇

〇

〇

―

―

―

データ伝送設備

通信連絡設備
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添付書類　構成 添付書類　説明内容基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
項目
番号

所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備については，無停電電源に接続
することにより，外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とす
る。

通信連絡設備
基本方針
設計方針

Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

1.概要
2.基本方針
　2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）
3.施設の詳細設計方針
　3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）
　　3.2.1 統合原子力防災ネットワークIP電話，
統合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力
防災ネットワークTV会議システム
　　3.2.2 一般加入電話
　　3.2.3 一般携帯電話
　　3.2.4 衛星携帯電話
　　3.2.5 ファクシミリ
　　3.2.7 所外データ伝送設備

【2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備は，
無停電電源に接続することにより，外部電源が期
待できない場合でも動作可能な設計とする。

【3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備につ
いては，第1図に示すとおり無停電電源に接続す
ることにより，外部電源が期待できない場合でも
動作可能な設計とする。

【3.2.1 統合原子力防災ネットワークIP電話，統
合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防
災ネットワークTV会議システム】
・統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子
力防災ネットワークIP-FAX及び統合原子力防災
ネットワークTV会議システムは，無停電電源に接
続することにより，外部電源が期待できない場合
でも動作可能な設計とする。

【3.2.2 一般加入電話】
・一般加入電話は，通信事業者回線から給電する
ことにより，外部電源が期待できない場合でも動
作可能な設計とする。

【3.2.3 一般携帯電話】
・一般携帯電話は，充電池を内蔵することによ
り，外部電源が期待できない場合でも動作可能な
設計とする。

【3.2.4 衛星携帯電話】
・衛星携帯電話は，無停電電源に接続することに
より，外部電源が期待できない場合でも動作可能
な設計とする。

【3.2.5 ファクシミリ】
・ファクシミリは，無停電電源に接続することに
より，外部電源が期待できない場合でも動作可能
な設計とする。

【3.2.7 所外データ伝送設備】
・データ伝送設備は，無停電電源に接続すること
により，外部電源が期待できない場合でも動作可
能な設計とする。

設置要求14
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基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備については，無停電電源に接続
することにより，外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とす
る。

通信連絡設備
基本方針
設計方針

設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

―― ―
Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

【2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備は，
無停電電源に接続することにより，外部電源が期
待できない場合でも動作可能な設計とする。

【3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備につ
いては，第1図に示すとおり無停電電源に接続す
ることにより，外部電源が期待できない場合でも
動作可能な設計とする。

【3.2.1 統合原子力防災ネットワークIP電話，統
合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防
災ネットワークTV会議システム】
・統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子
力防災ネットワークIP-FAX及び統合原子力防災
ネットワークTV会議システムは，無停電電源に接
続することにより，外部電源が期待できない場合
でも動作可能な設計とする。

【3.2.2 一般加入電話】
・一般加入電話は，通信事業者回線から給電する
ことにより，外部電源が期待できない場合でも動
作可能な設計とする。

【3.2.3 一般携帯電話】
・一般携帯電話は，充電池を内蔵することによ
り，外部電源が期待できない場合でも動作可能な
設計とする。

【3.2.4 衛星携帯電話】
・衛星携帯電話は，無停電電源に接続することに
より，外部電源が期待できない場合でも動作可能
な設計とする。

【3.2.5 ファクシミリ】
・ファクシミリは，無停電電源に接続することに
より，外部電源が期待できない場合でも動作可能
な設計とする。

【3.2.7 所外データ伝送設備】
・データ伝送設備は，無停電電源に接続すること
により，外部電源が期待できない場合でも動作可
能な設計とする。

―〇 通信連絡設備
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添付書類　構成 添付書類　説明内容基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
項目
番号

16
所外通信連絡設備は，化学物質の漏えい又は異臭等の異常を確認した者
（立会人，公的機関から情報を入手した者等）が中央制御室の運転員（統
括当直長）に有毒ガスの発生を連絡する場合においても使用する。

設置要求 通信連絡設備
基本方針
設計方針

Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

1.概要
2.基本方針
　2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）
3.施設の詳細設計方針
　3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）

【2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・所外通信連絡設備は，化学物質の漏えい又は異
臭等の異常を確認した者（立会人，公的機関から
情報を入手した者等）が中央制御室の運転員（統
括当直長）に有毒ガスの発生を連絡する場合にお
いても使用する。

【3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・所外通信連絡設備は，第2表に示すとおり化学
物質の漏えい又は異臭等の異常を確認した者（立
会人，公的機関から情報を入手した者等）が中央
制御室の運転員（統括当直長）に有毒ガスの発生
を連絡する場合においても使用する。

17

所外通信連絡設備の統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力防災
ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネットワークTV会議システム，一般
加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリは，MOX燃料加
工施設と共用する。

機能要求① 通信連絡設備 設計方針（共用）

18
共用する所外通信連絡設備は，同一の端末を使用する設計とすることで，
共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求① 通信連絡設備 設計方針（共用）

設計基準事故が発生した場合において，データ伝送設備は，基準地震動Ｓ
ｓによる地震力に対し，地震時及び地震後においても，緊急時対策支援シ
ステム（ERSS）へ必要なデータを伝送する機能を保持するため，固定によ
る転倒防止措置を実施する設計とする。

通信連絡設備 設計方針

Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

1.概要
2.基本方針
　2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）
3.施設の詳細設計方針
　3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）
　　3.2.7 所外データ伝送設備

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書

【3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・設計基準事故が発生した場合において，データ
伝送設備は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対
し，地震時及び地震後においても，緊急時対策支
援システム（ERSS）へ必要なデータを伝送する機
能を保持するため，第4表に示す固定による転倒
防止措置を実施するとともに，信号ケーブル及び
電源ケーブルは，耐震性を有する電線管及びケー
ブルトレイの電路に敷設する設計とする。
・転倒防止措置の基本方針については，添付書類
「Ⅵ－１－１－４－１　安全機能を有する施設が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書」に，耐震性に関する基本方針は，添付書類
「Ⅳ－１－１　耐震設計の基本方針」に示す。

【通信連絡設備の共用】
・所外通信連絡設備の統合原子力防災ネットワー
クIP電話，統合原子力防災ネットワークIP-FAX，
統合原子力防災ネットワークTV会議システム，一
般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及び
ファクシミリは，MOX燃料加工施設と共用する。
・共用する所外通信連絡設備は，同一の端末を使
用する設計とすることで，共用によって再処理施
設の安全性を損なわない設計とする。

15 設置要求
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第31条 通信連絡設備）

別紙２

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

所外通信連絡設備は，化学物質の漏えい又は異臭等の異常を確認した者
（立会人，公的機関から情報を入手した者等）が中央制御室の運転員（統
括当直長）に有毒ガスの発生を連絡する場合においても使用する。

設置要求 通信連絡設備
基本方針
設計方針

所外通信連絡設備の統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力防災
ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネットワークTV会議システム，一般
加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリは，MOX燃料加
工施設と共用する。

機能要求① 通信連絡設備 設計方針（共用）

共用する所外通信連絡設備は，同一の端末を使用する設計とすることで，
共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求① 通信連絡設備 設計方針（共用）

設計基準事故が発生した場合において，データ伝送設備は，基準地震動Ｓ
ｓによる地震力に対し，地震時及び地震後においても，緊急時対策支援シ
ステム（ERSS）へ必要なデータを伝送する機能を保持するため，固定によ
る転倒防止措置を実施する設計とする。

通信連絡設備 設計方針設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

1.概要
2.基本方針
　2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）
3.施設の詳細設計方針
　3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）

【2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・所外通信連絡設備は，化学物質の漏えい又は異
臭等の異常を確認した者（立会人，公的機関から
情報を入手した者等）が中央制御室の運転員（統
括当直長）に有毒ガスの発生を連絡する場合にお
いても使用する。

【3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・所外通信連絡設備は，第2表に示すとおり化学
物質の漏えい又は異臭等の異常を確認した者（立
会人，公的機関から情報を入手した者等）が中央
制御室の運転員（統括当直長）に有毒ガスの発生
を連絡する場合においても使用する。

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

― ――
Ⅵ－１－１－８
通信連絡設備に関する説明書

【3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
・設計基準事故が発生した場合において，データ
伝送設備は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対
し，地震時及び地震後においても，緊急時対策支
援システム（ERSS）へ必要なデータを伝送する機
能を保持するため，第4表に示す固定による転倒
防止措置を実施するとともに，信号ケーブル及び
電源ケーブルは，耐震性を有する電線管及びケー
ブルトレイの電路に敷設する設計とする。
・転倒防止措置の基本方針については，添付書類
「Ⅵ－１－１－４－１　安全機能を有する施設が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書」に，耐震性に関する基本方針は，添付書類
「Ⅳ－１－１　耐震設計の基本方針」に示す。

Ⅴ－１－１－４
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書

【通信連絡設備の共用】
・所外通信連絡設備の統合原子力防災ネットワー
クIP電話，統合原子力防災ネットワークIP-FAX，
統合原子力防災ネットワークTV会議システム，一
般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及び
ファクシミリは，MOX燃料加工施設と共用する。
・共用する所外通信連絡設備は，同一の端末を使
用する設計とすることで，共用によって再処理施
設の安全性を損なわない設計とする。

通信連絡設備―〇
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第36条：重大事故等対処設備 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第1章　共通項目
9.　設備に対する要求
9.2 　重大事故等対処設備
9.2.1 　重大事故等対処設備に対する設計方針
再処理施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合におい
て，重大事故の発生を防止するために，また，重大事故が発生した場合に
おいても，重大事故の拡大を防止するため，及び再処理施設を設置する事
業所(再処理事業所)外への放射性物質の異常な水準の放出を防止するため
に，重大事故等対処設備を設けるとともに，必要な運用上の措置等を講ず
る設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

2

重大事故等対処設備は，想定する重大事故等の環境条件を考慮した上で期
待する機能が発揮できる設計とする。また，重大事故等対処設備が機能を
発揮するために必要な系統(供給源から供給先まで，経路を含む。)で構成
する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

3

重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件(重
大事故等に対処するために必要な機能)を満たしつつ，同じ敷地内に設置
するMOX燃料加工施設と共用することにより安全性が向上し，かつ，再処
理施設及びMOX燃料加工施設に悪影響を及ぼさない場合には共用できる設
計とする。重大事故等対処設備を共用する場合には，MOX燃料加工施設の
重大事故等への対処を考慮した個数及び容量を確保する。また，同時に発
生するMOX燃料加工施設の重大事故等による環境条件の影響について考慮
する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

【2. 重大事故等対処設備に対する設計方針】
重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要
求される技術的要件(重大事故等に対処するため
に必要な機能)を満たしつつ，同じ敷地内に設置
するMOX燃料加工施設と共用することにより安全
性が向上し，かつ，再処理施設及びMOX燃料加工
施設に悪影響を及ぼさない場合には共用できる設
計とする。重大事故等対処設備を共用する場合に
は，MOX燃料加工施設の重大事故等への対処を考
慮した個数及び容量を確保する。また，同時に発
生するMOX燃料加工施設の重大事故等による環境
条件の影響について考慮する。

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

5

常設重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備のうち常設のものをい
う。また，常設重大事故等対処設備であって耐震重要施設に属する安全機
能を有する施設が有する機能を代替するものを「常設耐震重要重大事故等
対処設備」，常設重大事故等対処設備であって常設耐震重要重大事故等対
処設備以外のものを「常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事
故等対処設備」という。
可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備のうち可搬型のものを
いう。

定義 基本方針 基本方針

【2. 重大事故等対処設備に対する設計方針】
(1)　常設重大事故等対処設備は，重大事故等対
処設備のうち常設のものをいう。
(2)　常設重大事故等対処設備であって耐震重要
施設に属する安全機能を有する施設が有する機能
を代替するものを「常設耐震重要重大事故等対処
設備」，常設重大事故等対処設備であって常設耐
震重要重大事故等対処設備以外のものを「常設耐
震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等
対処設備」という。
(3)　可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等
対処設備のうち可搬型のものをいう。

－ － － － －

6

なお，「再処理施設の技術基準に関する規則」第43条(放射性物質の漏え
いに対処するための設備)については，再処理施設において液体状，固体
状及び気体状の放射性物質に関する閉じ込め機能の喪失が発生した場合に
おいても，放射性物質の漏えいは発生が想定されないことから，放射性物
質の漏えいに対処するための設備は設置しない。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

【2. 重大事故等対処設備に対する設計方針】
なお，「技術基準規則」第四十三条(放射性物質
の漏えいに対処するための設備)については，再
処理施設において液体状，固体状及び気体状の放
射性物質に関する閉じ込め機能の喪失が発生した
場合においても，放射性物質の漏えいは発生が想
定されないことから，放射性物質の漏えいに対処
するための設備は設置しない。
主要な重大事故等対処設備の設備分類を第2.-1表
重大事故等対処設備の一覧表に示す。

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

主な設備 展開事項

4

重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故等に対処するもの
と外部からの影響による機能喪失の要因となる事象(以下「外的事象」と
いう。)を要因とする重大事故等に対処するものについて，常設のものと
可搬型のものがあり，以下のとおり分類する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

【2. 重大事故等対処設備に対する設計方針】
重大事故等対処設備は，内的事象を要因としての
み発生する「臨界事故に対処するための設備」及
び「有機溶媒等による火災又は爆発(TBP等の錯体
の急激な分解反応)に対処するための設備」，内
的事象及び外的事象を要因として発生する「冷却
機能の喪失により発生する蒸発乾固に対処するた
めの設備」，「放射線分解により発生する水素に
よる爆発に対処するための設備」及び「使用済燃
料貯蔵槽の冷却等のための設備」並びにこれらの
機能を発揮するために必要なユーティリティ設備
について，内的事象を要因として重大事故等が発
生した場合にのみ対処するための設備（以下「内
的事象を要因として発生する重大事故等に対処す
るための設備」という。）と内的事象又は外的事
象を要因として重大事故等が発生した場合に対処
するための設備(以下「外的事象を要因として発
生する重大事故等に対処するための設備」とい
う。)について，それぞれに常設のものと可搬型
のものがあり，以下のとおり分類する。

項目
番号

基本設計方針 要求種別

第１回

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

1. 概要
2. 重大事故等対処設備に対する設計方針

【1. 概要】
本項目は，「再処理施設の技術基準に関する規
則」(以下「技術基準規則」という。)第三十六条
及び第三十八条から第五十一条に基づき，重大事
故等対処設備が使用される条件の下における健全
性について説明するものである。
【2. 重大事故等対処設備に対する設計方針】
再処理施設は，重大事故に至るおそれがある事故
が発生した場合において，重大事故の発生を防止
するために，また，重大事故が発生した場合にお
いても，重大事故の拡大を防止するため，及び再
処理施設を設置する事業所(再処理事業所)外への
放射性物質の異常な水準の放出を防止するため
に，重大事故等対処設備を設けるとともに，必要
な運用上の措置等を講ずる設計とする。
・重大事故等対処設備は，想定する重大事故等の
環境条件を考慮した上で期待する機能が発揮でき
る設計とする。また，重大事故等対処設備が機能
を発揮するために必要な系統(供給源から供給先
まで，経路を含む。)で構成する。

添付書類　構成 添付書類　説明内容

【2. 重大事故等対処設備に対する設計方針】
重大事故等対処設備は，設計，材料の選定，製作
及び検査にあたっては，現行国内法規に基づく規
格及び基準によるものとするが，必要に応じて，
使用実績があり，信頼性の高い国外規格及び基準
によるものとする。
重大事故等対処設備の維持管理にあたっては，保
安規定に基づく要領類に従い，施設管理計画にお
ける保全プログラムを策定し，設備の維持管理を
行う。なお，重大事故等対処設備を構成する設
備，機器のうち，一般消耗品又は設計上交換を想
定している部品(安全に係わる設計仕様に変更の
ないもので，特別な工事を要さないものに限
る。)及び通信連絡設備，安全避難通路(照明設
備)等の「原子力施設の保安のための業務に係る
品質管理に必要な体制の基準に関する規則」で定
める一般産業用工業品については，適切な時期に
交換を行うことで設備の維持管理を行う。
再処理施設は，重大事故に至るおそれがある事故
が発生した場合において，重大事故の発生を防止
するために，また，重大事故が発生した場合にお
いても，重大事故の拡大を防止するため，及び再
処理施設を設置する事業所(再処理事業所)外への
放射性物質の異常な水準の放出を防止するため
に，必要な運用上の措置等を講ずることを保安規
定に定めて，管理する。
なお，重大事故等対処設備並びに核物質防護及び
保障措置の設備は，設備間において，各設備の機
能に影響を与えないこと及び保守，点検等の妨げ
にならないことを考慮した設計とする。

7

重大事故等対処設備は，設計，材料の選定，製作及び検査にあたっては，
現行国内法規に基づく規格及び基準によるものとするが，必要に応じて，
使用実績があり，信頼性の高い国外規格及び基準によるものとする。
重大事故等対処設備の維持管理にあたっては，保安規定に基づく要領類に
従い，施設管理計画における保全プログラムを策定し，設備の維持管理を
行う。なお，重大事故等対処設備を構成する設備，機器のうち，一般消耗
品又は設計上交換を想定している部品(安全に係わる設計仕様に変更のな
いもので，特別な工事を要さないものに限る。)及び通信連絡設備，安全
避難通路(照明設備)等の「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理
に必要な体制の基準に関する規則」で定める一般産業用工業品について
は，適切な時期に交換を行うことで設備の維持管理を行う。
再処理施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合におい
て，重大事故の発生を防止するために，また，重大事故が発生した場合に
おいても，重大事故の拡大を防止するため，及び再処理施設を設置する事
業所（再処理事業所）外への放射性物質の異常な水準の放出を防止するた
めに，必要な運用上の措置等を講ずることを保安規定に定めて，管理す
る。
なお，重大事故等対処設備並びに核物質防護及び保障措置の設備は，設備
間において相互影響を考慮した設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

1

第1章　共通項目
9.　設備に対する要求
9.2 　重大事故等対処設備
9.2.1 　重大事故等対処設備に対する設計方針
再処理施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合におい
て，重大事故の発生を防止するために，また，重大事故が発生した場合に
おいても，重大事故の拡大を防止するため，及び再処理施設を設置する事
業所(再処理事業所)外への放射性物質の異常な水準の放出を防止するため
に，重大事故等対処設備を設けるとともに，必要な運用上の措置等を講ず
る設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

2

重大事故等対処設備は，想定する重大事故等の環境条件を考慮した上で期
待する機能が発揮できる設計とする。また，重大事故等対処設備が機能を
発揮するために必要な系統(供給源から供給先まで，経路を含む。)で構成
する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

3

重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件(重
大事故等に対処するために必要な機能)を満たしつつ，同じ敷地内に設置
するMOX燃料加工施設と共用することにより安全性が向上し，かつ，再処
理施設及びMOX燃料加工施設に悪影響を及ぼさない場合には共用できる設
計とする。重大事故等対処設備を共用する場合には，MOX燃料加工施設の
重大事故等への対処を考慮した個数及び容量を確保する。また，同時に発
生するMOX燃料加工施設の重大事故等による環境条件の影響について考慮
する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

5

常設重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備のうち常設のものをい
う。また，常設重大事故等対処設備であって耐震重要施設に属する安全機
能を有する施設が有する機能を代替するものを「常設耐震重要重大事故等
対処設備」，常設重大事故等対処設備であって常設耐震重要重大事故等対
処設備以外のものを「常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事
故等対処設備」という。
可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備のうち可搬型のものを
いう。

定義 基本方針 基本方針

6

なお，「再処理施設の技術基準に関する規則」第43条(放射性物質の漏え
いに対処するための設備)については，再処理施設において液体状，固体
状及び気体状の放射性物質に関する閉じ込め機能の喪失が発生した場合に
おいても，放射性物質の漏えいは発生が想定されないことから，放射性物
質の漏えいに対処するための設備は設置しない。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

主な設備 展開事項

4

重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故等に対処するもの
と外部からの影響による機能喪失の要因となる事象(以下「外的事象」と
いう。)を要因とする重大事故等に対処するものについて，常設のものと
可搬型のものがあり，以下のとおり分類する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別

7

重大事故等対処設備は，設計，材料の選定，製作及び検査にあたっては，
現行国内法規に基づく規格及び基準によるものとするが，必要に応じて，
使用実績があり，信頼性の高い国外規格及び基準によるものとする。
重大事故等対処設備の維持管理にあたっては，保安規定に基づく要領類に
従い，施設管理計画における保全プログラムを策定し，設備の維持管理を
行う。なお，重大事故等対処設備を構成する設備，機器のうち，一般消耗
品又は設計上交換を想定している部品(安全に係わる設計仕様に変更のな
いもので，特別な工事を要さないものに限る。)及び通信連絡設備，安全
避難通路(照明設備)等の「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理
に必要な体制の基準に関する規則」で定める一般産業用工業品について
は，適切な時期に交換を行うことで設備の維持管理を行う。
再処理施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合におい
て，重大事故の発生を防止するために，また，重大事故が発生した場合に
おいても，重大事故の拡大を防止するため，及び再処理施設を設置する事
業所（再処理事業所）外への放射性物質の異常な水準の放出を防止するた
めに，必要な運用上の措置等を講ずることを保安規定に定めて，管理す
る。
なお，重大事故等対処設備並びに核物質防護及び保障措置の設備は，設備
間において相互影響を考慮した設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

〇 基本方針 基本方針 － － －

〇 基本方針 基本方針 － － －

〇 基本方針 基本方針 － － －

【2. 重大事故等対処設備に対する設計方針】
重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要
求される技術的要件(重大事故等に対処するため
に必要な機能)を満たしつつ，同じ敷地内に設置
するMOX燃料加工施設と共用することにより安全
性が向上し，かつ，再処理施設及びMOX燃料加工
施設に悪影響を及ぼさない場合には共用できる設
計とする。重大事故等対処設備を共用する場合に
は，MOX燃料加工施設の重大事故等への対処を考
慮した個数及び容量を確保する。また，同時に発
生するMOX燃料加工施設の重大事故等による環境
条件の影響について考慮する。

〇 基本方針 基本方針 － － －

【2. 重大事故等対処設備に対する設計方針】
(1)　常設重大事故等対処設備は，重大事故等対
処設備のうち常設のものをいう。
(2)　常設重大事故等対処設備であって耐震重要
施設に属する安全機能を有する施設が有する機能
を代替するものを「常設耐震重要重大事故等対処
設備」，常設重大事故等対処設備であって常設耐
震重要重大事故等対処設備以外のものを「常設耐
震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等
対処設備」という。
(3)　可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等
対処設備のうち可搬型のものをいう。

〇 基本方針 基本方針 － － －

【2. 重大事故等対処設備に対する設計方針】
なお，「技術基準規則」第四十三条(放射性物質
の漏えいに対処するための設備)については，再
処理施設において液体状，固体状及び気体状の放
射性物質に関する閉じ込め機能の喪失が発生した
場合においても，放射性物質の漏えいは発生が想
定されないことから，放射性物質の漏えいに対処
するための設備は設置しない。
主要な重大事故等対処設備の設備分類を第●表重
大事故等対処設備の一覧表に示す。

施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 － － －

第２回
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【1. 概要】
本項目は，「再処理施設の技術基準に関する規
則」(以下「技術基準規則」という。)第三十六条
及び第三十八条から第五十一条に基づき，重大事
故等対処設備が使用される条件の下における健全
性について説明するものである。
【2. 重大事故等対処設備に対する設計方針】
再処理施設は，重大事故に至るおそれがある事故
が発生した場合において，重大事故の発生を防止
するために，また，重大事故が発生した場合にお
いても，重大事故の拡大を防止するため，及び再
処理施設を設置する事業所(再処理事業所)外への
放射性物質の異常な水準の放出を防止するため
に，重大事故等対処設備を設けるとともに，必要
な運用上の措置等を講ずる設計とする。
・重大事故等対処設備は，想定する重大事故等の
環境条件を考慮した上で期待する機能が発揮でき
る設計とする。また，重大事故等対処設備が機能
を発揮するために必要な系統(供給源から供給先
まで，経路を含む。)で構成する。

【2. 重大事故等対処設備に対する設計方針】
重大事故等対処設備は，内的事象を要因としての
み発生する「臨界事故に対処するための設備」及
び「有機溶媒等による火災又は爆発(TBP等の錯体
の急激な分解反応)に対処するための設備」，内
的事象及び外的事象を要因として発生する「冷却
機能の喪失により発生する蒸発乾固に対処するた
めの設備」，「放射線分解により発生する水素に
よる爆発に対処するための設備」及び「使用済燃
料貯蔵槽の冷却等のための設備」並びにこれらの
機能を発揮するために必要なユーティリティ設備
について，内的事象を要因として重大事故等が発
生した場合にのみ対処するための設備（以下「内
的事象を要因として発生する重大事故等に対処す
るための設備」という。）と内的事象又は外的事
象を要因として重大事故等が発生した場合に対処
するための設備(以下「外的事象を要因として発
生する重大事故等に対処するための設備」とい
う。)について，それぞれに常設のものと可搬型
のものがあり，以下のとおり分類する。

〇 基本方針 基本方針 － － －

【2. 重大事故等対処設備に対する設計方針】
重大事故等対処設備は，設計，材料の選定，製作
及び検査にあたっては，現行国内法規に基づく規
格及び基準によるものとするが，必要に応じて，
使用実績があり，信頼性の高い国外規格及び基準
によるものとする。
重大事故等対処設備の維持管理にあたっては，保
安規定に基づく要領類に従い，施設管理計画にお
ける保全プログラムを策定し，設備の維持管理を
行う。なお，重大事故等対処設備を構成する設
備，機器のうち，一般消耗品又は設計上交換を想
定している部品(安全に係わる設計仕様に変更の
ないもので，特別な工事を要さないものに限
る。)及び通信連絡設備，安全避難通路(照明設
備)等の「原子力施設の保安のための業務に係る
品質管理に必要な体制の基準に関する規則」で定
める一般産業用工業品については，適切な時期に
交換を行うことで設備の維持管理を行う。
再処理施設は，重大事故に至るおそれがある事故
が発生した場合において，重大事故の発生を防止
するために，また，重大事故が発生した場合にお
いても，重大事故の拡大を防止するため，及び再
処理施設を設置する事業所(再処理事業所)外への
放射性物質の異常な水準の放出を防止するため
に，必要な運用上の措置等を講ずることを保安規
定に定めて，管理する。
なお，重大事故等対処設備並びに核物質防護及び
保障措置の設備は，設備間において，各設備の機
能に影響を与えないこと及び保守，点検等の妨げ
にならないことを考慮した設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

8

9.2.2　多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散
重大事故等対処設備は，共通要因の特性を踏まえた設計とする。共通要因
としては，重大事故等における条件，自然現象，人為事象，周辺機器等か
らの影響及び事業指定(変更許可)を受けた設計基準より厳しい条件の要因
となる事象を考慮する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（多様性、位
置的分散等）

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等　(1)
多様性，位置的分散】
重大事故等対処設備は，共通要因の特性を踏まえ
た設計とする。
共通要因としては，重大事故等における条件，自
然現象，周辺に設置又は保管している設計基準事
故に対処するための設備，重大事故等対処設備，
自主対策設備からの影響（以下，「周辺機器等か
らの影響」という）及び事業指定(変更許可)を受
けた安全機能を有する施設の設計において想定し
た規模よりも大きい規模(以下「設計基準より厳
しい条件」という。)の要因となる事象を考慮す
る。

－ － － － －

9

共通要因のうち重大事故等における条件については，想定される重大事故
等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮す
る。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（多様性、位
置的分散等）

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等　(1)
多様性，位置的分散】
共通要因のうち重大事故等における条件について
は，想定される重大事故等が発生した場合におけ
る温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮す
る。

－ － － － －

10

共通要因のうち自然現象として，地震，津波，風(台風)，竜巻，凍結，高
温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を
選定する。自然現象による荷重の組合せについては，地震，風(台風)，竜
巻，積雪及び火山の影響を考慮する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（多様性、位
置的分散等）

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等　(1)
多様性，位置的分散】
共通要因のうち自然現象として，地震，津波，風
(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，
火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を
選定する。自然現象による荷重の組合せについて
は，地震，風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響
を考慮する。

－ － － － －

11

共通要因のうち人為事象として，航空機落下，有毒ガス，敷地内における
化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発を選定する。
故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについては，可搬型重大
事故等対処設備による対策を講ずることとする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（多様性、位
置的分散等）

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等　(1)
多様性，位置的分散】
共通要因のうち人為事象として，航空機落下，有
毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁
的障害，近隣工場等の火災及び爆発を選定する。
故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム
については，可搬型重大事故等対処設備による対
策を講ずることとする。

－ － － － －

12

共通要因のうち周辺機器等からの影響として地震，溢水，化学薬品漏え
い，火災による波及的影響及び内部発生飛散物を考慮する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（多様性、位
置的分散等）

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等　(1)
多様性，位置的分散】
共通要因のうち周辺機器等からの影響として地
震，溢水，化学薬品漏えい，火災による波及的影
響及び内部発生飛散物を考慮する。

－ － － － －

13

共通要因のうち事業指定(変更許可)を受けた設計基準より厳しい条件の要
因となる事象については，外的事象の地震，火山の影響を考慮する。ま
た，内的事象として配管の全周破断を考慮する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（多様性、位
置的分散等）

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等　(1)
多様性，位置的分散】
共通要因のうち事業指定(変更許可)を受けた設計
基準より厳しい条件の要因となる事象について
は，外的事象の地震，火山の影響を考慮する。ま
た，内的事象として配管の全周破断を考慮する。

－ － － － －

14

a. 常設重大事故等対処設備
常設重大事故等対処設備は，共通要因によって設計基準事故に対処するた
めの設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，共
通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮し
て適切な措置を講ずる設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（多様性、位
置的分散等（常設重大
事故等対処設備））

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散
a. 常設重大事故等対処設備

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1) 多
様性，位置的分散 a.常設重大事故等対処設備 】
常設重大事故等対処設備は，共通要因によって設
計基準事故に対処するための設備の安全機能と同
時にその機能が損なわれるおそれがないよう，共
通要因の特性を踏まえ，外的事象を要因として発
生する重大事故等に対処するための設備のうち常
設重大事故等対処設備については可能な限り多様
性，独立性，位置的分散を考慮して適切な措置を
講ずる設計とするか，又は健全性を確保する設計
とする。

－ － － － －

15

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処
設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設
重大事故等対処設備は，代替設備により必要な機能を確保すること，安全
上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はこ
れらを適切に組み合わせることにより，機能を損なわない設計とする。代
替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の
対応を行うこと，関連する工程を停止すること等については，保安規定に
定めて，管理する。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（多様性、位
置的分散等（常設重大
事故等対処設備））

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1) 多
様性，位置的分散 a.常設重大事故等対処設備 】
ただし，内的事象を要因として発生する重大事故
等に対処するための設備のうち常設重大事故等対
処設備は，代替設備により必要な機能を確保する
こと，安全上支障のない期間で修理の対応を行う
こと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に
組み合わせることにより，機能を損なわない設計
とする。代替設備により必要な機能を確保するこ
と，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこ
と，関連する工程を停止すること等については，
保安規定に定めて，管理する。

－ － － － －

16

重大事故等における条件に対して常設重大事故等対処設備は，想定される
重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を
考慮し，その機能を確実に発揮できる設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（多様性、位
置的分散等（常設重大
事故等対処設備））

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1) 多
様性，位置的分散 a.常設重大事故等対処設備 】
重大事故等における条件に対して常設重大事故等
対処設備は，想定される重大事故等が発生した場
合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を
考慮し，その機能を確実に発揮できる設計とす
る。

－ － － － －

17

常設重大事故等対処設備は，「2.　地盤」に基づく地盤に設置し，地震，
津波及び火災に対しては，「3.1 　地震による損傷の防止」，「3.2 　津
波による損傷の防止」及び「5. 火災等による損傷の防止」に基づく設計
とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（多様性、位
置的分散等（常設重大
事故等対処設備））

－ － － － －

18

設計基準より厳しい条件の要因となる外的事象のうち地震に対して，地震
を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時に機能を期待する
常設重大事故等対処設備は,「9.2.6　地震を要因とする重大事故等に対す
る施設の耐震設計」に基づく設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（多様性、位
置的分散等（常設重大
事故等対処設備））

－ － － － －

19

また，溢水，化学薬品漏えい及び火災並びに設計基準より厳しい条件の要
因となる内的事象の配管の全周破断に対して常設重大事故等対処設備は，
設計基準事故に対処するための設備の安全機能と同時にその機能が損なわ
れるおそれがないよう，可能な限り位置的分散を図るか又は溢水，化学薬
品漏えい及び火災並びに設計基準より厳しい条件の要因となる内的事象の
配管の全周破断に対して健全性を確保する設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（多様性、位
置的分散等（常設重大
事故等対処設備））

【3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散 a.常設重大事故等対処設備
】
また，溢水，化学薬品漏えい及び火災並びに設計
基準より厳しい条件の要因となる内的事象の配管
の全周破断に対して常設重大事故等対処設備は，
設計基準事故に対処するための設備の安全機能と
同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，
可能な限り位置的分散を図るか又は溢水，化学薬
品漏えい及び火災並びに設計基準より厳しい条件
の要因となる内的事象の配管の全周破断に対して
健全性を確保する設計とする。

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散
a. 常設重大事故等対処設備

【3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散 a.常設重大事故等対処設備
】
・常設重大事故等対処設備は，「Ⅳ－１－１－２
地盤の支持性能に係る基本方針」に基づく地盤に
設置し，地震，津波及び火災に対しては，「Ⅳ
再処理施設の耐震性に関する説明書」，「Ⅵ－１
－１－１－７　津波への配慮に関する説明書」及
び「Ⅲ　火災及び爆発の防止に関する説明書」に
基づく設計とする。
・設計基準より厳しい条件の要因となる外的事象
のうち地震に対して，地震を要因とする重大事故
等に対処するために重大事故等時に機能を期待す
る常設重大事故等対処設備は，本資料の「6.　地
震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。
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主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

8

9.2.2　多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散
重大事故等対処設備は，共通要因の特性を踏まえた設計とする。共通要因
としては，重大事故等における条件，自然現象，人為事象，周辺機器等か
らの影響及び事業指定(変更許可)を受けた設計基準より厳しい条件の要因
となる事象を考慮する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（多様性、位
置的分散等）

9

共通要因のうち重大事故等における条件については，想定される重大事故
等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮す
る。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（多様性、位
置的分散等）

10

共通要因のうち自然現象として，地震，津波，風(台風)，竜巻，凍結，高
温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を
選定する。自然現象による荷重の組合せについては，地震，風(台風)，竜
巻，積雪及び火山の影響を考慮する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（多様性、位
置的分散等）

11

共通要因のうち人為事象として，航空機落下，有毒ガス，敷地内における
化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発を選定する。
故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについては，可搬型重大
事故等対処設備による対策を講ずることとする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（多様性、位
置的分散等）

12

共通要因のうち周辺機器等からの影響として地震，溢水，化学薬品漏え
い，火災による波及的影響及び内部発生飛散物を考慮する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（多様性、位
置的分散等）

13

共通要因のうち事業指定(変更許可)を受けた設計基準より厳しい条件の要
因となる事象については，外的事象の地震，火山の影響を考慮する。ま
た，内的事象として配管の全周破断を考慮する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（多様性、位
置的分散等）

14

a. 常設重大事故等対処設備
常設重大事故等対処設備は，共通要因によって設計基準事故に対処するた
めの設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，共
通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮し
て適切な措置を講ずる設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（多様性、位
置的分散等（常設重大
事故等対処設備））

15

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処
設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設
重大事故等対処設備は，代替設備により必要な機能を確保すること，安全
上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はこ
れらを適切に組み合わせることにより，機能を損なわない設計とする。代
替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の
対応を行うこと，関連する工程を停止すること等については，保安規定に
定めて，管理する。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（多様性、位
置的分散等（常設重大
事故等対処設備））

16

重大事故等における条件に対して常設重大事故等対処設備は，想定される
重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を
考慮し，その機能を確実に発揮できる設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（多様性、位
置的分散等（常設重大
事故等対処設備））

17

常設重大事故等対処設備は，「2.　地盤」に基づく地盤に設置し，地震，
津波及び火災に対しては，「3.1 　地震による損傷の防止」，「3.2 　津
波による損傷の防止」及び「5. 火災等による損傷の防止」に基づく設計
とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（多様性、位
置的分散等（常設重大
事故等対処設備））

18

設計基準より厳しい条件の要因となる外的事象のうち地震に対して，地震
を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時に機能を期待する
常設重大事故等対処設備は,「9.2.6　地震を要因とする重大事故等に対す
る施設の耐震設計」に基づく設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（多様性、位
置的分散等（常設重大
事故等対処設備））

19

また，溢水，化学薬品漏えい及び火災並びに設計基準より厳しい条件の要
因となる内的事象の配管の全周破断に対して常設重大事故等対処設備は，
設計基準事故に対処するための設備の安全機能と同時にその機能が損なわ
れるおそれがないよう，可能な限り位置的分散を図るか又は溢水，化学薬
品漏えい及び火災並びに設計基準より厳しい条件の要因となる内的事象の
配管の全周破断に対して健全性を確保する設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（多様性、位
置的分散等（常設重大
事故等対処設備））

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 基本方針 基本方針 － － －

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等　(1)
多様性，位置的分散】
重大事故等対処設備は，共通要因の特性を踏まえ
た設計とする。
共通要因としては，重大事故等における条件，自
然現象，周辺に設置又は保管している設計基準事
故に対処するための設備，重大事故等対処設備，
自主対策設備からの影響（以下，「周辺機器等か
らの影響」という）及び事業指定(変更許可)を受
けた安全機能を有する施設の設計において想定し
た規模よりも大きい規模(以下「設計基準より厳
しい条件」という。)の要因となる事象を考慮す
る。

〇 基本方針 基本方針 － － －

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等　(1)
多様性，位置的分散】
共通要因のうち重大事故等における条件について
は，想定される重大事故等が発生した場合におけ
る温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮す
る。

〇 基本方針 基本方針 － － －

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等　(1)
多様性，位置的分散】
共通要因のうち自然現象として，地震，津波，風
(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，
火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を
選定する。自然現象による荷重の組合せについて
は，地震，風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響
を考慮する。

〇 基本方針 基本方針 － － －

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等　(1)
多様性，位置的分散】
共通要因のうち人為事象として，航空機落下，有
毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁
的障害，近隣工場等の火災及び爆発を選定する。
故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム
については，可搬型重大事故等対処設備による対
策を講ずることとする。

〇 基本方針 基本方針 － － －

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等　(1)
多様性，位置的分散】
共通要因のうち周辺機器等からの影響として地
震，溢水，化学薬品漏えい，火災による波及的影
響及び内部発生飛散物を考慮する。

〇 基本方針 基本方針 － － －

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等　(1)
多様性，位置的分散】
共通要因のうち事業指定(変更許可)を受けた設計
基準より厳しい条件の要因となる事象について
は，外的事象の地震，火山の影響を考慮する。ま
た，内的事象として配管の全周破断を考慮する。

〇
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

－ － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散
a. 常設重大事故等対処設備

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1) 多
様性，位置的分散 a.常設重大事故等対処設備 】
常設重大事故等対処設備は，共通要因によって設
計基準事故に対処するための設備の安全機能と同
時にその機能が損なわれるおそれがないよう，共
通要因の特性を踏まえ，外的事象を要因として発
生する重大事故等に対処するための設備のうち常
設重大事故等対処設備については可能な限り多様
性，独立性，位置的分散を考慮して適切な措置を
講ずる設計とするか，又は健全性を確保する設計
とする。

〇
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

－ － －

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1) 多
様性，位置的分散 a.常設重大事故等対処設備 】
ただし，内的事象を要因として発生する重大事故
等に対処するための設備のうち常設重大事故等対
処設備は，代替設備により必要な機能を確保する
こと，安全上支障のない期間で修理の対応を行う
こと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に
組み合わせることにより，機能を損なわない設計
とする。代替設備により必要な機能を確保するこ
と，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこ
と，関連する工程を停止すること等については，
保安規定に定めて，管理する。

〇
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

－ － －

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1) 多
様性，位置的分散 a.常設重大事故等対処設備 】
重大事故等における条件に対して常設重大事故等
対処設備は，想定される重大事故等が発生した場
合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を
考慮し，その機能を確実に発揮できる設計とす
る。

〇
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

－ － －

〇
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

－ － －

〇
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

－ － －

【3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散 a.常設重大事故等対処設備
】
また，溢水，化学薬品漏えい及び火災並びに設計
基準より厳しい条件の要因となる内的事象の配管
の全周破断に対して常設重大事故等対処設備は，
設計基準事故に対処するための設備の安全機能と
同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，
可能な限り位置的分散を図るか又は溢水，化学薬
品漏えい及び火災並びに設計基準より厳しい条件
の要因となる内的事象の配管の全周破断に対して
健全性を確保する設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散
a. 常設重大事故等対処設備

【3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散 a.常設重大事故等対処設備
】
・常設重大事故等対処設備は，「Ⅳ－１－１－２
地盤の支持性能に係る基本方針」に基づく地盤に
設置し，地震，津波及び火災に対しては，「Ⅳ
再処理施設の耐震性に関する説明書」，「Ⅵ－１
－１－１－７　津波への配慮に関する説明書」及
び「Ⅲ　火災及び爆発の防止に関する説明書」に
基づく設計とする。
・設計基準より厳しい条件の要因となる外的事象
のうち地震に対して，地震を要因とする重大事故
等に対処するために重大事故等時に機能を期待す
る常設重大事故等対処設備は，本資料の「6.　地
震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。

680



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

20

常設重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，
落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガ
ス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及
び爆発に対する健全性を確保する設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（多様性、位
置的分散等（常設重大
事故等対処設備））

【3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散 a.常設重大事故等対処設備
】
常設重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍
結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物
学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガ
ス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障
害，近隣工場等の火災及び爆発に対する健全性を
確保する設計とする。

－ － － － －

21

周辺機器等からの影響のうち内部発生飛散物に対して，回転羽の損壊によ
り飛散物を発生させる回転機器について回転体の飛散を防止する設計と
し，常設重大事故等対処設備が機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（多様性、位
置的分散等（常設重大
事故等対処設備））

【3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散 a.常設重大事故等対処設備
】
周辺機器等からの影響のうち内部発生飛散物に対
して，回転羽の損壊により飛散物を発生させる回
転機器について回転体の飛散を防止する設計と
し，重量物の落下により飛散物を発生させる機器
については重量物の落下を防止する設計とする。
または，設計基準事故に対処するための設備の安
全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがな
いよう，可能な限り位置的分散を図ることで重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

周辺機器等からの影響のうち地震に対して常設重
大事故等対処設備は，当該設備周辺の機器等から
の波及的影響によって機能を損なわない設計とす
る。

－ － － － －

22

環境条件に対する健全性については，「9.2.4　環境条件等」に基づく設
計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（多様性、位
置的分散等（常設重大
事故等対処設備））

【3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散 a.常設重大事故等対処設備
】
なお，重大事故等における条件，自然現象，人為
事象，周辺機器等からの影響及び設計基準より厳
しい条件の要因となる事象に対する健全性につい
ては，「4.　環境条件等」に示す。また，常設重
大事故等対処設備の機能と多様性，独立性，位置
的分散を考慮する設備を「2.9　系統施設ごとの
設計上の考慮」に示す。

－ － － － －

23

b. 可搬型重大事故等対処設備
可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によって設計基準事故に対処する
ための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処す
るために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，共
通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮し
て適切な措置を講ずる設計とする。 冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（多様性、位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

－ － － － －

24

可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，その他の自然現象又は故意に
よる大型航空機の衝突その他のテロリズム，設計基準事故に対処するため
の設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重
大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（多様性、位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

－ － － － －

25

重大事故等における条件に対して可搬型重大事故等対処設備は，想定され
る重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重
を考慮し，その機能を確実に発揮できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（多様性、位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1) 多
様性，位置的分散 b. 可搬型重大事故等対処設
備】
重大事故等における条件に対して可搬型重大事故
等対処設備は，想定される重大事故等が発生した
場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重
を考慮し，その機能を確実に発揮できる設計とす
る。

－ － － － －

26

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，「2.　地盤」に基づく地盤
に設置された建屋等に位置的分散することにより，設計基準事故に対処す
るための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処
するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないように
保管する設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（多様性、位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1) 多
様性，位置的分散 b. 可搬型重大事故等対処設
備】
屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，
「Ⅳ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方
針」に基づく地盤に設置された建屋等に位置的分
散することにより，設計基準事故に対処するため
の設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の
重大事故等に対処するために必要な機能と同時に
その機能が損なわれるおそれがないように保管す
る設計とする。

－ － － － －

27

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，「3.1　 地震による損傷の
防止」に示す地震により，転倒しないことを確認する，又は必要により固
縛等の措置をするとともに，「3.1　 地震による損傷の防止」の地震によ
り生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり込みによる不等沈下，傾
斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等により必
要な機能を喪失しない複数の保管場所に位置的分散することにより，設計
基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の
重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるお
それがないように保管する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（多様性、位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1) 多
様性，位置的分散 b. 可搬型重大事故等対処設
備】
屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，
「Ⅳ　再処理施設の耐震性に関する説明書 」に
示す地震により，転倒しないことを確認する，又
は必要により固縛等の措置をするとともに，「Ⅳ
再処理施設の耐震性に関する説明書」の地震によ
り生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり
込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤
支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等により必
要な機能を喪失しない複数の保管場所に位置的分
散することにより，設計基準事故に対処するため
の設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の
重大事故等に対処するために必要な機能と同時に
その機能が損なわれるおそれがないように保管す
る設計とする。

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

28

また，事業指定(変更許可)を受けた設計基準より厳しい条件の要因となる
外的事象のうち地震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するた
めに重大事故等時に機能を期待する可搬型重大事故等対処設備は,
「9.2.6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づ
く設計とする。津波に対して可搬型重大事故等対処設備の保管場所につい
ては，「3.2　 津波による損傷の防止」に示す津波による影響を受けない
位置に設置する設計とする。また，可搬型重大事故等対処設備の据付け
は，津波による影響を受けるおそれのない場所を選定することとし，使用
時に津波による影響を受けるおそれのある場所に据付ける場合は，津波に
対して重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。火災に
対して可搬型重大事故等対処設備は,「5．火災等による損傷の防止」に基
づく設計とするとともに，「9.2.7 　可搬型重大事故等対処設備の内部火
災に対する防護方針」に基づく火災防護を行う設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（多様性、位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1) 多
様性，位置的分散 b. 可搬型重大事故等対処設
備】
また，事業指定(変更許可)を受けた設計基準より
厳しい条件の要因となる外的事象のうち地震に対
して，地震を要因とする重大事故等に対処するた
めに重大事故等時に機能を期待する可搬型重大事
故等対処設備は， 「6.　地震を要因とする重大
事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計と
する。津波に対して可搬型重大事故等対処設備の
保管場所については，「Ⅵ－１－１－１－７　津
波への配慮に関する説明書」に示す津波による影
響を受けない位置に設置する設計とする。また，
可搬型重大事故等対処設備の据付けは，津波によ
る影響を受けるおそれのない場所を選定すること
とし，使用時に津波による影響を受けるおそれの
ある場所に据付ける場合は，津波に対して重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，
「Ⅲ　火災及び爆発の防止に関する説明書」に基
づく設計とするとともに，「7.　可搬型重大事故
等対処設備の内部火災に対する防護方針」に基づ
く火災防護を行う設計とする。

　

  
 

 

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散
b. 可搬型重大事故等対処設備

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1) 多
様性，位置的分散 b. 可搬型重大事故等対処設
備】
・可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によっ
て設計基準事故に対処するための設備の安全機能
又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処
するために必要な機能と同時にその機能が損なわ
れるおそれがないよう，共通要因の特性を踏ま
え，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考
慮して適切な措置を講ずる設計とする。
・可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，そ
の他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突
その他のテロリズム，設計基準事故に対処するた
めの設備及び重大事故等対処設備の配置その他の
条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異
なる保管場所に保管する設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

20

常設重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，
落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガ
ス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及
び爆発に対する健全性を確保する設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（多様性、位
置的分散等（常設重大
事故等対処設備））

21

周辺機器等からの影響のうち内部発生飛散物に対して，回転羽の損壊によ
り飛散物を発生させる回転機器について回転体の飛散を防止する設計と
し，常設重大事故等対処設備が機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（多様性、位
置的分散等（常設重大
事故等対処設備））

22

環境条件に対する健全性については，「9.2.4　環境条件等」に基づく設
計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（多様性、位
置的分散等（常設重大
事故等対処設備））

23

b. 可搬型重大事故等対処設備
可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によって設計基準事故に対処する
ための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処す
るために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，共
通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮し
て適切な措置を講ずる設計とする。 冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（多様性、位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

24

可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，その他の自然現象又は故意に
よる大型航空機の衝突その他のテロリズム，設計基準事故に対処するため
の設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重
大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（多様性、位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

25

重大事故等における条件に対して可搬型重大事故等対処設備は，想定され
る重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重
を考慮し，その機能を確実に発揮できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（多様性、位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

26

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，「2.　地盤」に基づく地盤
に設置された建屋等に位置的分散することにより，設計基準事故に対処す
るための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処
するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないように
保管する設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（多様性、位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

27

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，「3.1　 地震による損傷の
防止」に示す地震により，転倒しないことを確認する，又は必要により固
縛等の措置をするとともに，「3.1　 地震による損傷の防止」の地震によ
り生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり込みによる不等沈下，傾
斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等により必
要な機能を喪失しない複数の保管場所に位置的分散することにより，設計
基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の
重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるお
それがないように保管する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（多様性、位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

28

また，事業指定(変更許可)を受けた設計基準より厳しい条件の要因となる
外的事象のうち地震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するた
めに重大事故等時に機能を期待する可搬型重大事故等対処設備は,
「9.2.6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づ
く設計とする。津波に対して可搬型重大事故等対処設備の保管場所につい
ては，「3.2　 津波による損傷の防止」に示す津波による影響を受けない
位置に設置する設計とする。また，可搬型重大事故等対処設備の据付け
は，津波による影響を受けるおそれのない場所を選定することとし，使用
時に津波による影響を受けるおそれのある場所に据付ける場合は，津波に
対して重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。火災に
対して可搬型重大事故等対処設備は,「5．火災等による損傷の防止」に基
づく設計とするとともに，「9.2.7 　可搬型重大事故等対処設備の内部火
災に対する防護方針」に基づく火災防護を行う設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（多様性、位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

－ － －

【3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散 a.常設重大事故等対処設備
】
常設重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍
結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物
学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガ
ス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障
害，近隣工場等の火災及び爆発に対する健全性を
確保する設計とする。

〇
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

－ － －

【3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散 a.常設重大事故等対処設備
】
周辺機器等からの影響のうち内部発生飛散物に対
して，回転羽の損壊により飛散物を発生させる回
転機器について回転体の飛散を防止する設計と
し，重量物の落下により飛散物を発生させる機器
については重量物の落下を防止する設計とする。
または，設計基準事故に対処するための設備の安
全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがな
いよう，可能な限り位置的分散を図ることで重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

周辺機器等からの影響のうち地震に対して常設重
大事故等対処設備は，当該設備周辺の機器等から
の波及的影響によって機能を損なわない設計とす
る。

〇
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

－ － －

【3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散 a.常設重大事故等対処設備
】
なお，重大事故等における条件，自然現象，人為
事象，周辺機器等からの影響及び設計基準より厳
しい条件の要因となる事象に対する健全性につい
ては，「4.　環境条件等」に示す。また，常設重
大事故等対処設備の機能と多様性，独立性，位置
的分散を考慮する設備を「2.9　系統施設ごとの
設計上の考慮」に示す。

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1) 多
様性，位置的分散 b. 可搬型重大事故等対処設
備】
重大事故等における条件に対して可搬型重大事故
等対処設備は，想定される重大事故等が発生した
場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重
を考慮し，その機能を確実に発揮できる設計とす
る。

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1) 多
様性，位置的分散 b. 可搬型重大事故等対処設
備】
屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，
「Ⅳ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方
針」に基づく地盤に設置された建屋等に位置的分
散することにより，設計基準事故に対処するため
の設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の
重大事故等に対処するために必要な機能と同時に
その機能が損なわれるおそれがないように保管す
る設計とする。

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1) 多
様性，位置的分散 b. 可搬型重大事故等対処設
備】
屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，
「Ⅳ　再処理施設の耐震性に関する説明書 」に
示す地震により，転倒しないことを確認する，又
は必要により固縛等の措置をするとともに，「Ⅳ
再処理施設の耐震性に関する説明書」の地震によ
り生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり
込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤
支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等により必
要な機能を喪失しない複数の保管場所に位置的分
散することにより，設計基準事故に対処するため
の設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の
重大事故等に対処するために必要な機能と同時に
その機能が損なわれるおそれがないように保管す
る設計とする。

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

　

  
 

 

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1) 多
様性，位置的分散 b. 可搬型重大事故等対処設
備】
また，事業指定(変更許可)を受けた設計基準より
厳しい条件の要因となる外的事象のうち地震に対
して，地震を要因とする重大事故等に対処するた
めに重大事故等時に機能を期待する可搬型重大事
故等対処設備は， 「6.　地震を要因とする重大
事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計と
する。津波に対して可搬型重大事故等対処設備の
保管場所については，「Ⅵ－１－１－１－７　津
波への配慮に関する説明書」に示す津波による影
響を受けない位置に設置する設計とする。また，
可搬型重大事故等対処設備の据付けは，津波によ
る影響を受けるおそれのない場所を選定すること
とし，使用時に津波による影響を受けるおそれの
ある場所に据付ける場合は，津波に対して重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，
「Ⅲ　火災及び爆発の防止に関する説明書」に基
づく設計とするとともに，「7.　可搬型重大事故
等対処設備の内部火災に対する防護方針」に基づ
く火災防護を行う設計とする。

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1) 多
様性，位置的分散 b. 可搬型重大事故等対処設
備】
・可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によっ
て設計基準事故に対処するための設備の安全機能
又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処
するために必要な機能と同時にその機能が損なわ
れるおそれがないよう，共通要因の特性を踏ま
え，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考
慮して適切な措置を講ずる設計とする。
・可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，そ
の他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突
その他のテロリズム，設計基準事故に対処するた
めの設備及び重大事故等対処設備の配置その他の
条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異
なる保管場所に保管する設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散
b. 可搬型重大事故等対処設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

29

溢水，化学薬品漏えい，火災，内部発生飛散物及び設計基準より厳しい条
件の要因となる内的事象の配管の全周破断に対して可搬型重大事故等対処
設備は，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故
等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能が
損なわれるおそれがないよう，可能な限り位置的分散を図る設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（多様性、位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1) 多
様性，位置的分散 b. 可搬型重大事故等対処設
備】
溢水，化学薬品漏えい，設計基準より厳しい条件
の要因となる内的事象の配管の全周破断，火災及
び内部発生飛散物に対して可搬型重大事故等対処
設備は，設計基準事故に対処するための設備の安
全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等
に対処するために必要な機能と同時にその機能が
損なわれるおそれがないよう，可能な限り位置的
分散を図る設計とする。

－ － － － －

30

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍結，高
温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航
空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近
隣工場等の火災及び爆発に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図
られた建屋等内に保管し，かつ，設計基準事故に対処するための設備の安
全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な
機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故に対
処するための設備又は常設重大事故等対処設備を設置する場所と異なる場
所に保管する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（多様性、位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1) 多
様性，位置的分散 b. 可搬型重大事故等対処設
備】
屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風
(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，
火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航
空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の
漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発
に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図
られた建屋等内に保管し，かつ，設計基準事故に
対処するための設備の安全機能又は常設重大事故
等対処設備の重大事故等に対処するために必要な
機能と同時にその機能が損なわれるおそれがない
よう，設計基準事故に対処するための設備又は常
設重大事故等対処設備を設置する場所と異なる場
所に保管する設計とする。

－ － － － －

31

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，自然現象，人為事象及び故
意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して，設計基準事故に
対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等
に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがない
よう，設計基準事故に対処するための設備又は常設重大事故等対処設備を
設置する建屋の外壁から100ｍ以上の離隔距離を確保した場所に保管する
とともに異なる場所にも保管することで位置的分散を図る設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（多様性、位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1) 多
様性，位置的分散 b. 可搬型重大事故等対処設
備】
屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，自
然現象，人為事象及び故意による大型航空機の衝
突その他のテロリズムに対して，設計基準事故に
対処するための設備の安全機能又は常設重大事故
等対処設備の重大事故等に対処するために必要な
機能と同時にその機能が損なわれるおそれがない
よう，設計基準事故に対処するための設備又は常
設重大事故等対処設備を設置する建屋の外壁から
100ｍ以上の離隔距離を確保した場所に保管する
とともに異なる場所にも保管することで位置的分
散を図る設計とする。

－ － － － －

32

また，屋外に設置する設計基準事故に対処するための設備からも100ｍ以
上の離隔距離を確保する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（多様性、位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1) 多
様性，位置的分散 b. 可搬型重大事故等対処設
備】
また，屋外に設置する設計基準事故に対処するた
めの設備からも100ｍ以上の離隔距離を確保する
設計とする。

－ － － － －

33

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍結，高
温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航
空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近
隣工場等の火災及び爆発に対して健全性を確保する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（多様性、位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1) 多
様性，位置的分散 b. 可搬型重大事故等対処設
備】
屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風
(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，
火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航
空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の
漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発
に対して健全性を確保する設計とする。

－ － － － －

34

環境条件に対する健全性については，「9.2.4　環境条件等」に基づく設
計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（多様性、位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1) 多
様性，位置的分散 b. 可搬型重大事故等対処設
備】
なお，重大事故等における条件，自然現象，人為
事象，周辺機器等からの影響及び事業指定(変更
許可)を受けた設計基準より厳しい条件の要因と
なる事象に対する健全性については，「4.　環境
条件等」に示す。また，可搬型重大事故等対処設
備の機能と多様性，独立性，位置的分散を考慮す
る設備を「2.9　系統施設ごとの設計上の考慮」
に示す。

－ － － － －

35

c. 可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接続口
建屋等の外から水，空気又は電力を供給する可搬型重大事故等対処設備と
常設設備との接続口は，共通要因によって接続することができなくなるこ
とを防止するため，それぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針(常設・可搬型接続)

基本方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備と常
設重大事故等対処設備
の接続口））

【3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散 c. 可搬型重大事故等対処設
備と常設重大事故等対処設備の接続口】
建屋等の外から水，空気又は電力を供給する可搬
型重大事故等対処設備と常設設備との接続口は，
共通要因によって接続することができなくなるこ
とを防止するため，それぞれ互いに異なる複数の
場所に設置する設計とする。

－ － － － －

36

接続口は，重大事故等における条件に対して，想定される重大事故等が発
生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機
能を確実に発揮できる設計とするとともに，建屋等内の適切に離隔した隣
接しない位置の異なる複数箇所に設置する設計とする。また，重大事故等
における条件に対する健全性を確保する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(常設・可搬型接続)

基本方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備と常
設重大事故等対処設備
の接続口））

【3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散 c. 可搬型重大事故等対処設
備と常設重大事故等対処設備の接続口】
接続口は，重大事故等における条件に対して，想
定される重大事故等が発生した場合における温
度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その
機能を確実に発揮できる設計とするとともに，建
屋等内の適切に離隔した隣接しない位置の異なる
複数箇所に設置する設計とする。また，重大事故
等における条件に対する健全性を確保する設計と
する。

－ － － － －

37

地震に対して接続口は，「2.　地盤」に基づく地盤に設置する建屋等内に
設置する設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針(常設・可搬型接続)

基本方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備と常
設重大事故等対処設備
の接続口））

【3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散 c. 可搬型重大事故等対処設
備と常設重大事故等対処設備の接続口】
地震に対して接続口は，「Ⅳ－１－１－２ 地盤
の支持性能に係る基本方針」に基づく地盤に設置
する建屋等内に設置する設計とする。

－ － － － －

38

地震，津波及び火災に対しては，「3.1 　地震による損傷の防止」，
「3.2 　津波による損傷の防止」及び「5. 火災等による損傷の防止」に
基づく設計とする。

冒頭宣言 基本方針(常設・可搬型接続)

基本方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備と常
設重大事故等対処設備
の接続口））

【3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散 c. 可搬型重大事故等対処設
備と常設重大事故等対処設備の接続口】
地震，津波及び火災に対しては，「Ⅳ　再処理施
設の耐震性に関する説明書」，「Ⅵ－１－１－１
－７　津波への配慮に関する説明書」及び「Ⅲ
火災及び爆発の防止に関する説明書」に基づく設
計とする。

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

3.  多様性，位置的分散等
(2)可搬型重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散
b. 可搬型重大事故等対処設備
c. 可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等
対処設備の接続口

683



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

29

溢水，化学薬品漏えい，火災，内部発生飛散物及び設計基準より厳しい条
件の要因となる内的事象の配管の全周破断に対して可搬型重大事故等対処
設備は，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故
等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能が
損なわれるおそれがないよう，可能な限り位置的分散を図る設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（多様性、位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

30

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍結，高
温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航
空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近
隣工場等の火災及び爆発に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図
られた建屋等内に保管し，かつ，設計基準事故に対処するための設備の安
全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な
機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故に対
処するための設備又は常設重大事故等対処設備を設置する場所と異なる場
所に保管する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（多様性、位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

31

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，自然現象，人為事象及び故
意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して，設計基準事故に
対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等
に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがない
よう，設計基準事故に対処するための設備又は常設重大事故等対処設備を
設置する建屋の外壁から100ｍ以上の離隔距離を確保した場所に保管する
とともに異なる場所にも保管することで位置的分散を図る設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（多様性、位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

32

また，屋外に設置する設計基準事故に対処するための設備からも100ｍ以
上の離隔距離を確保する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（多様性、位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

33

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍結，高
温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航
空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近
隣工場等の火災及び爆発に対して健全性を確保する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（多様性、位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

34

環境条件に対する健全性については，「9.2.4　環境条件等」に基づく設
計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（多様性、位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

35

c. 可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接続口
建屋等の外から水，空気又は電力を供給する可搬型重大事故等対処設備と
常設設備との接続口は，共通要因によって接続することができなくなるこ
とを防止するため，それぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針(常設・可搬型接続)

基本方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備と常
設重大事故等対処設備
の接続口））

36

接続口は，重大事故等における条件に対して，想定される重大事故等が発
生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機
能を確実に発揮できる設計とするとともに，建屋等内の適切に離隔した隣
接しない位置の異なる複数箇所に設置する設計とする。また，重大事故等
における条件に対する健全性を確保する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(常設・可搬型接続)

基本方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備と常
設重大事故等対処設備
の接続口））

37

地震に対して接続口は，「2.　地盤」に基づく地盤に設置する建屋等内に
設置する設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針(常設・可搬型接続)

基本方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備と常
設重大事故等対処設備
の接続口））

38

地震，津波及び火災に対しては，「3.1 　地震による損傷の防止」，
「3.2 　津波による損傷の防止」及び「5. 火災等による損傷の防止」に
基づく設計とする。

冒頭宣言 基本方針(常設・可搬型接続)

基本方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備と常
設重大事故等対処設備
の接続口））

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1) 多
様性，位置的分散 b. 可搬型重大事故等対処設
備】
溢水，化学薬品漏えい，設計基準より厳しい条件
の要因となる内的事象の配管の全周破断，火災及
び内部発生飛散物に対して可搬型重大事故等対処
設備は，設計基準事故に対処するための設備の安
全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等
に対処するために必要な機能と同時にその機能が
損なわれるおそれがないよう，可能な限り位置的
分散を図る設計とする。

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1) 多
様性，位置的分散 b. 可搬型重大事故等対処設
備】
屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風
(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，
火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航
空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の
漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発
に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図
られた建屋等内に保管し，かつ，設計基準事故に
対処するための設備の安全機能又は常設重大事故
等対処設備の重大事故等に対処するために必要な
機能と同時にその機能が損なわれるおそれがない
よう，設計基準事故に対処するための設備又は常
設重大事故等対処設備を設置する場所と異なる場
所に保管する設計とする。

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1) 多
様性，位置的分散 b. 可搬型重大事故等対処設
備】
屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，自
然現象，人為事象及び故意による大型航空機の衝
突その他のテロリズムに対して，設計基準事故に
対処するための設備の安全機能又は常設重大事故
等対処設備の重大事故等に対処するために必要な
機能と同時にその機能が損なわれるおそれがない
よう，設計基準事故に対処するための設備又は常
設重大事故等対処設備を設置する建屋の外壁から
100ｍ以上の離隔距離を確保した場所に保管する
とともに異なる場所にも保管することで位置的分
散を図る設計とする。

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1) 多
様性，位置的分散 b. 可搬型重大事故等対処設
備】
また，屋外に設置する設計基準事故に対処するた
めの設備からも100ｍ以上の離隔距離を確保する
設計とする。

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1) 多
様性，位置的分散 b. 可搬型重大事故等対処設
備】
屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風
(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，
火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航
空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の
漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発
に対して健全性を確保する設計とする。

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1) 多
様性，位置的分散 b. 可搬型重大事故等対処設
備】
なお，重大事故等における条件，自然現象，人為
事象，周辺機器等からの影響及び事業指定(変更
許可)を受けた設計基準より厳しい条件の要因と
なる事象に対する健全性については，「4.　環境
条件等」に示す。また，可搬型重大事故等対処設
備の機能と多様性，独立性，位置的分散を考慮す
る設備を「2.9　系統施設ごとの設計上の考慮」
に示す。

〇 基本方針(常設・可搬型接続) 基本方針(常設・可搬型接続) － － －

【3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散 c. 可搬型重大事故等対処設
備と常設重大事故等対処設備の接続口】
建屋等の外から水，空気又は電力を供給する可搬
型重大事故等対処設備と常設設備との接続口は，
共通要因によって接続することができなくなるこ
とを防止するため，それぞれ互いに異なる複数の
場所に設置する設計とする。

〇 基本方針(常設・可搬型接続) 基本方針(常設・可搬型接続) － － －

【3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散 c. 可搬型重大事故等対処設
備と常設重大事故等対処設備の接続口】
接続口は，重大事故等における条件に対して，想
定される重大事故等が発生した場合における温
度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その
機能を確実に発揮できる設計とするとともに，建
屋等内の適切に離隔した隣接しない位置の異なる
複数箇所に設置する設計とする。また，重大事故
等における条件に対する健全性を確保する設計と
する。

〇 基本方針(常設・可搬型接続) 基本方針(常設・可搬型接続) － － －

【3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散 c. 可搬型重大事故等対処設
備と常設重大事故等対処設備の接続口】
地震に対して接続口は，「Ⅳ－１－１－２ 地盤
の支持性能に係る基本方針」に基づく地盤に設置
する建屋等内に設置する設計とする。

〇 基本方針(常設・可搬型接続) 基本方針(常設・可搬型接続) － － －

【3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散 c. 可搬型重大事故等対処設
備と常設重大事故等対処設備の接続口】
地震，津波及び火災に対しては，「Ⅳ　再処理施
設の耐震性に関する説明書」，「Ⅵ－１－１－１
－７　津波への配慮に関する説明書」及び「Ⅲ
火災及び爆発の防止に関する説明書」に基づく設
計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

3.  多様性，位置的分散等
(2)可搬型重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散
b. 可搬型重大事故等対処設備
c. 可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等
対処設備の接続口
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基本設計方針 要求種別

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

39

溢水，化学薬品漏えい及び火災に対して建屋の外から水，空気又は電力を
供給する可搬型重大事故等対処設備と常設設備との接続口は，溢水，化学
薬品漏えい及び火災によって接続することができなくなることを防止する
ため，それぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針(常設・可搬型接続)

基本方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備と常
設重大事故等対処設備
の接続口））

【3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散 c. 可搬型重大事故等対処設
備と常設重大事故等対処設備の接続口】
溢水，化学薬品漏えい及び火災に対して建屋の外
から水，空気又は電力を供給する可搬型重大事故
等対処設備と常設設備との接続口は，溢水，化学
薬品漏えい及び火災によって接続することができ
なくなることを防止するため，それぞれ互いに異
なる複数の場所に設置する設計とする。

－ － － － －

40

接続口は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影
響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内にお
ける化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発に対して
健全性を確保する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(常設・可搬型接続)

基本方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備と常
設重大事故等対処設備
の接続口））

【3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散 c. 可搬型重大事故等対処設
備と常設重大事故等対処設備の接続口】
接続口は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，
積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火
災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内におけ
る化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の
火災及び爆発に対して健全性を確保する設計とす
る。

－ － － － －

41

接続口は，複数のアクセスルートを踏まえて自然現象，人為事象及び故意
による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して建屋等内の適切に離
隔した隣接しない位置の異なる複数の場所に設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(常設・可搬型接続)

基本方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備と常
設重大事故等対処設備
の接続口））

【3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散 c. 可搬型重大事故等対処設
備と常設重大事故等対処設備の接続口】
接続口は，複数のアクセスルートを踏まえて自然
現象，人為事象及び故意による大型航空機の衝突
その他のテロリズムに対して，建屋等内の適切に
離隔した隣接しない位置の異なる複数の場所に設
置する設計とする。

－ － － － －

42

設計基準より厳しい条件の要因となる外的事象のうち地震に対して，地震
を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時に機能を期待する
接続口は，「9.2.6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。

冒頭宣言 基本方針(常設・可搬型接続)

基本方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備と常
設重大事故等対処設備
の接続口））

【3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散 c. 可搬型重大事故等対処設
備と常設重大事故等対処設備の接続口】
設計基準より厳しい条件の要因となる外的事象の
うち地震に対して，地震を要因とする重大事故等
に対処するために重大事故等時に機能を期待する
接続口は，「6.　地震を要因とする重大事故等に
対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。

－ － － － －

43

接続口は，設計基準より厳しい条件の要因となる事象の内的事象のうち配
管の全周破断に対して配管の全周破断の影響により接続できなくなること
を防止するため，漏えいを想定するセル及びグローブボックス内で漏えい
した放射性物質を含む腐食性の液体(溶液，有機溶媒等)に対して健全性を
確保する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(常設・可搬型接続)

基本方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備と常
設重大事故等対処設備
の接続口））

【3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散 c. 可搬型重大事故等対処設
備と常設重大事故等対処設備の接続口】
接続口は，設計基準より厳しい条件の要因となる
事象の内的事象のうち配管の全周破断に対して配
管の全周破断の影響により接続できなくなること
を防止するため，漏えいを想定するセル及びグ
ローブボックス内で漏えいした放射性物質を含む
腐食性の液体(溶液，有機溶媒等)に対して健全性
を確保する設計とする。

－ － － － －

44

環境条件に対する健全性については，常設重大事故等対処設備として，
「9.2.4　環境条件等」に基づく設計とする。

冒頭宣言 基本方針(常設・可搬型接続)

基本方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備と常
設重大事故等対処設備
の接続口））

【3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散 c. 可搬型重大事故等対処設
備と常設重大事故等対処設備の接続口】
なお，重大事故等における条件，自然現象，人為
事象，周辺機器等からの影響及び設計基準より厳
しい条件の要因となる事象に対する健全性につい
ては，常設重大事故等対処設備として，「4.　環
境条件等」に示す。また，接続口を異なる複数の
場所に設置することに対しては「Ⅵ-1-1-4-2-2
可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセ
スルート」に示す。

－ － － － －

45

(2) 悪影響防止
重大事故等対処設備は，再処理事業所内の他の設備(安全機能を有する施
設，当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備，MOX燃料加工施
設及びMOX燃料加工施設の重大事故等対処設備を含む。)に対して悪影響を
及ぼさない設計とする。 冒頭宣言 基本方針

基本方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (2) 悪
影響防止】
重大事故等対処設備は，再処理事業所内の他の設
備(安全機能を有する施設，当該重大事故等対処
設備以外の重大事故等対処設備，MOX燃料加工施
設及びMOX燃料加工施設の重大事故等対処設備を
含む。)に対して悪影響を及ぼさない設計とす
る。

－ － － － －

46

重大事故等対処設備は，重大事故等における条件を考慮し，他の設備への
影響としては，重大事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な影響(電
気的な影響を含む。)，内部発生飛散物による影響並びに竜巻により飛来
物となる影響を考慮し，他の設備の機能に悪影響を及ぼさない設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（悪影響防
止）

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (2) 悪
影響防止】
重大事故等対処設備は，重大事故等における条件
を考慮し，他の設備への影響としては，重大事故
等対処設備使用時及び待機時の系統的な影響(電
気的な影響を含む。)，内部発生飛散物による影
響並びに竜巻により飛来物となる影響を考慮し，
他の設備の機能に悪影響を及ぼさない設計とす
る。
なお，設備兼用時の容量に関する影響について
は，複数の機能を兼用する設備について複数の機
能を兼用する場合を踏まえて設定した容量を「Ⅵ
－１－１－３　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書」に示す。

－ － － － －

47

系統的な影響について，重大事故等対処設備は，弁等の操作によって安全
機能を有する施設として使用する系統構成から重大事故等対処設備として
の系統構成とすること，重大事故等発生前(通常時)の隔離若しくは分離さ
れた状態から弁等の操作や接続により重大事故等対処設備としての系統構
成とすること，他の設備から独立して単独で使用可能なこと，安全機能を
有する施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備とし
て使用すること等により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(重大事故等対処設備)
基本方針（悪影響防
止）

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (2) 悪
影響防止】
系統的な影響について，重大事故等対処設備は，
弁等の操作によって安全機能を有する施設として
使用する系統構成から重大事故等対処設備として
の系統構成とすること，重大事故等発生前(通常
時)の隔離若しくは分離された状態から弁等の操
作や接続により重大事故等対処設備としての系統
構成とすること，他の設備から独立して単独で使
用可能なこと，安全機能を有する施設として使用
する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備と
して使用すること等により，他の設備に悪影響を
及ぼさない設計とする。

－ － － － －

48

可搬型放水砲については，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋への放水により，当該設備の使用を想定する重大事故時に
おいて必要となる屋外の他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(重大事故等対処設備のうち水供給設備)
基本方針（悪影響防
止）

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (2) 悪
影響防止】
可搬型放水砲については，前処理建屋，分離建
屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び使用済燃料
受入れ・貯蔵建屋への放水により，当該設備の使
用を想定する重大事故時において必要となる屋外
の他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散
c. 可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等
対処設備の接続口

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

685



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

39

溢水，化学薬品漏えい及び火災に対して建屋の外から水，空気又は電力を
供給する可搬型重大事故等対処設備と常設設備との接続口は，溢水，化学
薬品漏えい及び火災によって接続することができなくなることを防止する
ため，それぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針(常設・可搬型接続)

基本方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備と常
設重大事故等対処設備
の接続口））

40

接続口は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影
響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内にお
ける化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発に対して
健全性を確保する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(常設・可搬型接続)

基本方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備と常
設重大事故等対処設備
の接続口））

41

接続口は，複数のアクセスルートを踏まえて自然現象，人為事象及び故意
による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して建屋等内の適切に離
隔した隣接しない位置の異なる複数の場所に設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(常設・可搬型接続)

基本方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備と常
設重大事故等対処設備
の接続口））

42

設計基準より厳しい条件の要因となる外的事象のうち地震に対して，地震
を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時に機能を期待する
接続口は，「9.2.6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。

冒頭宣言 基本方針(常設・可搬型接続)

基本方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備と常
設重大事故等対処設備
の接続口））

43

接続口は，設計基準より厳しい条件の要因となる事象の内的事象のうち配
管の全周破断に対して配管の全周破断の影響により接続できなくなること
を防止するため，漏えいを想定するセル及びグローブボックス内で漏えい
した放射性物質を含む腐食性の液体(溶液，有機溶媒等)に対して健全性を
確保する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(常設・可搬型接続)

基本方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備と常
設重大事故等対処設備
の接続口））

44

環境条件に対する健全性については，常設重大事故等対処設備として，
「9.2.4　環境条件等」に基づく設計とする。

冒頭宣言 基本方針(常設・可搬型接続)

基本方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備と常
設重大事故等対処設備
の接続口））

45

(2) 悪影響防止
重大事故等対処設備は，再処理事業所内の他の設備(安全機能を有する施
設，当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備，MOX燃料加工施
設及びMOX燃料加工施設の重大事故等対処設備を含む。)に対して悪影響を
及ぼさない設計とする。 冒頭宣言 基本方針

基本方針（悪影響防
止）

46

重大事故等対処設備は，重大事故等における条件を考慮し，他の設備への
影響としては，重大事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な影響(電
気的な影響を含む。)，内部発生飛散物による影響並びに竜巻により飛来
物となる影響を考慮し，他の設備の機能に悪影響を及ぼさない設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（悪影響防
止）

47

系統的な影響について，重大事故等対処設備は，弁等の操作によって安全
機能を有する施設として使用する系統構成から重大事故等対処設備として
の系統構成とすること，重大事故等発生前(通常時)の隔離若しくは分離さ
れた状態から弁等の操作や接続により重大事故等対処設備としての系統構
成とすること，他の設備から独立して単独で使用可能なこと，安全機能を
有する施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備とし
て使用すること等により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(重大事故等対処設備)
基本方針（悪影響防
止）

48

可搬型放水砲については，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋への放水により，当該設備の使用を想定する重大事故時に
おいて必要となる屋外の他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(重大事故等対処設備のうち水供給設備)
基本方針（悪影響防
止）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 基本方針(常設・可搬型接続) 基本方針(常設・可搬型接続) － － －

【3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散 c. 可搬型重大事故等対処設
備と常設重大事故等対処設備の接続口】
溢水，化学薬品漏えい及び火災に対して建屋の外
から水，空気又は電力を供給する可搬型重大事故
等対処設備と常設設備との接続口は，溢水，化学
薬品漏えい及び火災によって接続することができ
なくなることを防止するため，それぞれ互いに異
なる複数の場所に設置する設計とする。

〇 基本方針(常設・可搬型接続) 基本方針(常設・可搬型接続) － － －

【3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散 c. 可搬型重大事故等対処設
備と常設重大事故等対処設備の接続口】
接続口は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，
積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火
災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内におけ
る化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の
火災及び爆発に対して健全性を確保する設計とす
る。

〇 基本方針(常設・可搬型接続) 基本方針(常設・可搬型接続) － － －

【3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散 c. 可搬型重大事故等対処設
備と常設重大事故等対処設備の接続口】
接続口は，複数のアクセスルートを踏まえて自然
現象，人為事象及び故意による大型航空機の衝突
その他のテロリズムに対して，建屋等内の適切に
離隔した隣接しない位置の異なる複数の場所に設
置する設計とする。

〇 基本方針(常設・可搬型接続) 基本方針(常設・可搬型接続) － － －

【3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散 c. 可搬型重大事故等対処設
備と常設重大事故等対処設備の接続口】
設計基準より厳しい条件の要因となる外的事象の
うち地震に対して，地震を要因とする重大事故等
に対処するために重大事故等時に機能を期待する
接続口は，「6.　地震を要因とする重大事故等に
対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。

〇 基本方針(常設・可搬型接続) 基本方針(常設・可搬型接続) － － －

【3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散 c. 可搬型重大事故等対処設
備と常設重大事故等対処設備の接続口】
接続口は，設計基準より厳しい条件の要因となる
事象の内的事象のうち配管の全周破断に対して配
管の全周破断の影響により接続できなくなること
を防止するため，漏えいを想定するセル及びグ
ローブボックス内で漏えいした放射性物質を含む
腐食性の液体(溶液，有機溶媒等)に対して健全性
を確保する設計とする。

〇 基本方針(常設・可搬型接続) 基本方針(常設・可搬型接続) － － －

【3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散 c. 可搬型重大事故等対処設
備と常設重大事故等対処設備の接続口】
なお，重大事故等における条件，自然現象，人為
事象，周辺機器等からの影響及び設計基準より厳
しい条件の要因となる事象に対する健全性につい
ては，常設重大事故等対処設備として，「4.　環
境条件等」に示す。また，接続口を異なる複数の
場所に設置することに対しては「Ⅵ-1-1-4-2-2
可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセ
スルート」に示す。

〇 基本方針 基本方針 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (2) 悪
影響防止】
重大事故等対処設備は，再処理事業所内の他の設
備(安全機能を有する施設，当該重大事故等対処
設備以外の重大事故等対処設備，MOX燃料加工施
設及びMOX燃料加工施設の重大事故等対処設備を
含む。)に対して悪影響を及ぼさない設計とす
る。

〇 基本方針 基本方針 － － －

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (2) 悪
影響防止】
重大事故等対処設備は，重大事故等における条件
を考慮し，他の設備への影響としては，重大事故
等対処設備使用時及び待機時の系統的な影響(電
気的な影響を含む。)，内部発生飛散物による影
響並びに竜巻により飛来物となる影響を考慮し，
他の設備の機能に悪影響を及ぼさない設計とす
る。
なお，設備兼用時の容量に関する影響について
は，複数の機能を兼用する設備について複数の機
能を兼用する場合を踏まえて設定した容量を「Ⅵ
－１－１－３　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書」に示す。

〇 基本方針(重大事故等対処設備) 基本方針(重大事故等対処設備) － － －

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (2) 悪
影響防止】
系統的な影響について，重大事故等対処設備は，
弁等の操作によって安全機能を有する施設として
使用する系統構成から重大事故等対処設備として
の系統構成とすること，重大事故等発生前(通常
時)の隔離若しくは分離された状態から弁等の操
作や接続により重大事故等対処設備としての系統
構成とすること，他の設備から独立して単独で使
用可能なこと，安全機能を有する施設として使用
する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備と
して使用すること等により，他の設備に悪影響を
及ぼさない設計とする。

〇 基本方針(重大事故等対処設備のうち水供給設備) 基本方針(重大事故等対処設備のうち水供給設備) － － －

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (2) 悪
影響防止】
可搬型放水砲については，前処理建屋，分離建
屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び使用済燃料
受入れ・貯蔵建屋への放水により，当該設備の使
用を想定する重大事故時において必要となる屋外
の他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

3.  多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散
c. 可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等
対処設備の接続口

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

49

重大事故等対処設備からの内部発生飛散物による影響については，回転機
器の破損を想定し，回転体が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響
を及ぼさない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(重大事故等対処設備)
基本方針（悪影響防
止）

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (2) 悪
影響防止】
重大事故等対処設備からの内部発生飛散物による
影響については，回転機器の破損を想定し，回転
体が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響
を及ぼさない設計とする。具体的には，回転機器
の損傷による飛散物を発生させるおそれのある重
大事故等対処設備は，「1.5.4 内部発生飛散物の
発生防止対策」の「1.5.4.2 回転機器の損壊によ
る飛散物」の「（1） 電力を駆動源とする回転機
器」及び「（2） 電力を駆動源としない回転機
器」 に基づく設計とする。

－ － － － －

50

重大事故等対処設備が竜巻により飛来物となる影響については，外部から
の衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に設置又は保管することで，
他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする，又は，風荷重を考慮し，屋外
に保管する可搬型重大事故等対処設備は必要に応じて固縛等の措置をとる
ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(重大事故等対処設備)
基本方針（悪影響防
止）

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (2) 悪
影響防止】
重大事故等対処設備が竜巻により飛来物となる影
響については，外部からの衝撃による損傷の防止
が図られた建屋等内に設置又は保管することで，
他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする，又
は，風荷重を考慮し，屋外に保管する可搬型重大
事故等対処設備は必要に応じて固縛等の措置をと
ることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と
する。

－ － － － －

51

重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件(重
大事故等に対処するために必要な機能)を満たしつつ，同じ敷地内に設置
するMOX燃料加工施設と共用することにより安全性が向上し，かつ，再処
理施設及びMOX燃料加工施設に悪影響を及ぼさない場合には共用できる設
計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（悪影響防
止）

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (2) 悪
影響防止】
重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要
求される技術的要件(重大事故等に対処するため
に必要な機能)を満たしつつ，同じ敷地内に設置
するMOX燃料加工施設と共用することにより安全
性が向上し，かつ，再処理施設及びMOX燃料加工
施設に悪影響を及ぼさない場合には共用できる設
計とする。

－ － － － －

52

9.2.3 個数及び容量
(1) 常設重大事故等対処設備
常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束において，想定
する事象及びその事象の進展等を考慮し，重大事故等時に必要な目的を果
たすために，事故対応手段としての系統設計を行う。重大事故等の収束
は，これらの系統又はこれらの系統と可搬型重大事故等対処設備の組合せ
により達成する。

冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)
基本方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

－ － － － －

53

「容量」とは，タンク容量，伝熱容量，発電機容量，計装設備の計測範囲
及び作動信号の設定値等とする。 定義 基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

－ － － － －

54

常設重大事故等対処設備は，重大事故等への対処に十分に余裕がある容量
を有する設計とするとともに，設備の機能，信頼度等を考慮し，動的機器
の単一故障を考慮した予備を含めた個数を確保する設計とする。 冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

－ － － － －

55

常設重大事故等対処設備のうち安全機能を有する施設の系統及び機器を使
用するものについては，安全機能を有する施設の容量の仕様が，系統の目
的に応じて必要となる容量に対して十分であることを確認した上で，安全
機能を有する施設としての容量と同仕様の設計とする。 冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

－ － － － －

56

常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設
置する系統及び機器を使用するものについては，系統の目的に応じて必要
な個数及び容量を有する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)
基本方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

－ － － － －

57

常設重大事故等対処設備のうち，MOX燃料加工施設と共用する常設重大事
故等対処設備は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等の
対処に必要となる個数及び容量を有する設計とする。 冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

－ － － － －

58

一つの接続口で複数の機能を兼用して使用する場合には，それぞれの機能
に必要な容量が確保できる接続口を設ける設計とする。 冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

－ － － － －

59

(2) 可搬型重大事故等対処設備
可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束において，想
定する事象及びその事象の進展を考慮し，事故対応手段としての系統設計
を行う。重大事故等の収束は，これらの系統の組合せ又はこれらの系統と
常設重大事故等対処設備の組合せにより達成する。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

60

「容量」とは，ポンプ流量，タンク容量，発電機容量，ボンベ容量，計測
器の計測範囲等とする。 定義 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

61

可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて必要な容量に対して十
分に余裕がある容量を有する設計とするとともに，設備の機能，信頼度等
を考慮し，予備を含めた保有数を確保する設計とする。 冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

62

可搬型重大事故等対処設備のうち，複数の機能を兼用することで，設置の
効率化，被ばくの低減が図れるものは，同時に要求される可能性がある複
数の機能に必要な容量を合わせた設計とし，兼用できる設計とする。 冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

63

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等への対処に必要な個数(必要数)
に加え，予備として故障時のバックアップ及び点検保守による待機除外時
のバックアップを合わせて必要数以上確保する設計とする。 冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

64

また，再処理施設の特徴である同時に複数の建屋に対し対処を行うこと及
び対処の制限時間等を考慮して，建屋内及び建屋近傍で対処するものにつ
いては，複数の敷設ルートに対してそれぞれ必要数を確保するとともに，
建屋内に保管するホースについては1本以上の予備を含めた個数を必要数
として確保する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

65

可搬型重大事故等対処設備のうち，臨界事故，冷却機能の喪失による蒸発
乾固，放射線分解により発生する水素による爆発，使用済燃料貯蔵槽等の
冷却機能等の喪失に対処する設備は，安全上重要な施設の安全機能の喪失
を想定し，その範囲が系統で機能喪失する重大事故等については，当該系
統の範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設備を1セット確保する設計
とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

66

ただし，安全上重要な施設の安全機能の喪失を想定した結果，その範囲が
系統で機能喪失する重大事故等については，当該系統の範囲ごとに重大事
故等への対処に必要な設備を1セット確保する。 冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

67

また，安全上重要な施設以外の施設の機器で発生するおそれがある場合に
ついても同様とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

68

可搬型重大事故等対処設備のうち，MOX燃料加工施設と共用する可搬型重
大事故等対処設備は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事故
等の対処に必要となる個数及び容量を有する設計とする。 冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

69

9.2.4 環境条件等
(1)環境条件
重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故等に対処するもの
と外的事象を要因とする重大事故等に対処するものそれぞれに対して想定
される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び
荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所(使用場
所)及び保管場所に応じた耐環境性を有する設計とするとともに，操作が
可能な設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件
等）

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件

【4.  環境条件等　(1)　環境条件】
重大事故等対処設備は，内的事象を要因として発
生する重大事故等に対処するための設備と外的事
象を要因として発生する重大事故等に対処するた
めの設備それぞれに対して想定される重大事故等
が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射
線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮でき
るよう，その設置場所(使用場所)及び保管場所に
応じた耐環境性を有する設計とするとともに，操
作が可能な設計とする。

－ － － － －

　

 
 

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

【基本方針（個数及び容量（常設重大事故等対処
設備））】
常設重大事故等対処設備の系統構成や設備仕様を
説明する。

【基本方針（個数及び容量（可搬型重大事故等対
処設備））】
可搬型重大事故等対処設備の系統構成や設備仕様
を説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

49

重大事故等対処設備からの内部発生飛散物による影響については，回転機
器の破損を想定し，回転体が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響
を及ぼさない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(重大事故等対処設備)
基本方針（悪影響防
止）

50

重大事故等対処設備が竜巻により飛来物となる影響については，外部から
の衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に設置又は保管することで，
他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする，又は，風荷重を考慮し，屋外
に保管する可搬型重大事故等対処設備は必要に応じて固縛等の措置をとる
ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(重大事故等対処設備)
基本方針（悪影響防
止）

51

重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件(重
大事故等に対処するために必要な機能)を満たしつつ，同じ敷地内に設置
するMOX燃料加工施設と共用することにより安全性が向上し，かつ，再処
理施設及びMOX燃料加工施設に悪影響を及ぼさない場合には共用できる設
計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（悪影響防
止）

52

9.2.3 個数及び容量
(1) 常設重大事故等対処設備
常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束において，想定
する事象及びその事象の進展等を考慮し，重大事故等時に必要な目的を果
たすために，事故対応手段としての系統設計を行う。重大事故等の収束
は，これらの系統又はこれらの系統と可搬型重大事故等対処設備の組合せ
により達成する。

冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)
基本方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

53

「容量」とは，タンク容量，伝熱容量，発電機容量，計装設備の計測範囲
及び作動信号の設定値等とする。 定義 基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

54

常設重大事故等対処設備は，重大事故等への対処に十分に余裕がある容量
を有する設計とするとともに，設備の機能，信頼度等を考慮し，動的機器
の単一故障を考慮した予備を含めた個数を確保する設計とする。 冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

55

常設重大事故等対処設備のうち安全機能を有する施設の系統及び機器を使
用するものについては，安全機能を有する施設の容量の仕様が，系統の目
的に応じて必要となる容量に対して十分であることを確認した上で，安全
機能を有する施設としての容量と同仕様の設計とする。 冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

56

常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設
置する系統及び機器を使用するものについては，系統の目的に応じて必要
な個数及び容量を有する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)
基本方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

57

常設重大事故等対処設備のうち，MOX燃料加工施設と共用する常設重大事
故等対処設備は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等の
対処に必要となる個数及び容量を有する設計とする。 冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

58

一つの接続口で複数の機能を兼用して使用する場合には，それぞれの機能
に必要な容量が確保できる接続口を設ける設計とする。 冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

59

(2) 可搬型重大事故等対処設備
可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束において，想
定する事象及びその事象の進展を考慮し，事故対応手段としての系統設計
を行う。重大事故等の収束は，これらの系統の組合せ又はこれらの系統と
常設重大事故等対処設備の組合せにより達成する。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

60

「容量」とは，ポンプ流量，タンク容量，発電機容量，ボンベ容量，計測
器の計測範囲等とする。 定義 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

61

可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて必要な容量に対して十
分に余裕がある容量を有する設計とするとともに，設備の機能，信頼度等
を考慮し，予備を含めた保有数を確保する設計とする。 冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

62

可搬型重大事故等対処設備のうち，複数の機能を兼用することで，設置の
効率化，被ばくの低減が図れるものは，同時に要求される可能性がある複
数の機能に必要な容量を合わせた設計とし，兼用できる設計とする。 冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

63

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等への対処に必要な個数(必要数)
に加え，予備として故障時のバックアップ及び点検保守による待機除外時
のバックアップを合わせて必要数以上確保する設計とする。 冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

64

また，再処理施設の特徴である同時に複数の建屋に対し対処を行うこと及
び対処の制限時間等を考慮して，建屋内及び建屋近傍で対処するものにつ
いては，複数の敷設ルートに対してそれぞれ必要数を確保するとともに，
建屋内に保管するホースについては1本以上の予備を含めた個数を必要数
として確保する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

65

可搬型重大事故等対処設備のうち，臨界事故，冷却機能の喪失による蒸発
乾固，放射線分解により発生する水素による爆発，使用済燃料貯蔵槽等の
冷却機能等の喪失に対処する設備は，安全上重要な施設の安全機能の喪失
を想定し，その範囲が系統で機能喪失する重大事故等については，当該系
統の範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設備を1セット確保する設計
とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

66

ただし，安全上重要な施設の安全機能の喪失を想定した結果，その範囲が
系統で機能喪失する重大事故等については，当該系統の範囲ごとに重大事
故等への対処に必要な設備を1セット確保する。 冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

67

また，安全上重要な施設以外の施設の機器で発生するおそれがある場合に
ついても同様とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

68

可搬型重大事故等対処設備のうち，MOX燃料加工施設と共用する可搬型重
大事故等対処設備は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事故
等の対処に必要となる個数及び容量を有する設計とする。 冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

69

9.2.4 環境条件等
(1)環境条件
重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故等に対処するもの
と外的事象を要因とする重大事故等に対処するものそれぞれに対して想定
される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び
荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所(使用場
所)及び保管場所に応じた耐環境性を有する設計とするとともに，操作が
可能な設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件
等）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 基本方針(重大事故等対処設備) 基本方針(重大事故等対処設備) － － －

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (2) 悪
影響防止】
重大事故等対処設備からの内部発生飛散物による
影響については，回転機器の破損を想定し，回転
体が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響
を及ぼさない設計とする。具体的には，回転機器
の損傷による飛散物を発生させるおそれのある重
大事故等対処設備は，「1.5.4 内部発生飛散物の
発生防止対策」の「1.5.4.2 回転機器の損壊によ
る飛散物」の「（1） 電力を駆動源とする回転機
器」及び「（2） 電力を駆動源としない回転機
器」 に基づく設計とする。

〇 基本方針(重大事故等対処設備) 基本方針(重大事故等対処設備) － － －

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (2) 悪
影響防止】
重大事故等対処設備が竜巻により飛来物となる影
響については，外部からの衝撃による損傷の防止
が図られた建屋等内に設置又は保管することで，
他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする，又
は，風荷重を考慮し，屋外に保管する可搬型重大
事故等対処設備は必要に応じて固縛等の措置をと
ることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と
する。

〇 基本方針 基本方針 － － －

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (2) 悪
影響防止】
重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要
求される技術的要件(重大事故等に対処するため
に必要な機能)を満たしつつ，同じ敷地内に設置
するMOX燃料加工施設と共用することにより安全
性が向上し，かつ，再処理施設及びMOX燃料加工
施設に悪影響を及ぼさない場合には共用できる設
計とする。

〇 基本方針(常設重大事故等対処設備) 基本方針(常設重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(常設重大事故等対処設備) 基本方針(常設重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(常設重大事故等対処設備) 基本方針(常設重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(常設重大事故等対処設備) 基本方針(常設重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(常設重大事故等対処設備) 基本方針(常設重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(常設重大事故等対処設備) 基本方針(常設重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(常設重大事故等対処設備) 基本方針(常設重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針 基本方針 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件

【4.  環境条件等　(1)　環境条件】
重大事故等対処設備は，内的事象を要因として発
生する重大事故等に対処するための設備と外的事
象を要因として発生する重大事故等に対処するた
めの設備それぞれに対して想定される重大事故等
が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射
線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮でき
るよう，その設置場所(使用場所)及び保管場所に
応じた耐環境性を有する設計とするとともに，操
作が可能な設計とする。

　

 
 

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

【基本方針（個数及び容量（常設重大事故等対処
設備））】
常設重大事故等対処設備の系統構成や設備仕様を
説明する。

【基本方針（個数及び容量（可搬型重大事故等対
処設備））】
可搬型重大事故等対処設備の系統構成や設備仕様
を説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

70

重大事故等時の環境条件については，重大事故等における温度，圧力，湿
度，放射線，荷重に加えて，重大事故による環境の変化を考慮した環境温
度，環境圧力，環境湿度による影響，重大事故等時に汽水を供給する系統
への影響，自然現象による影響，人為事象の影響及び周辺機器等からの影
響を考慮する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件
等）

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件

4.  環境条件等
(2)　重大事故等における条件の影響

【4.  環境条件等　(1)　環境条件】
重大事故等時の環境条件については，重大事故等
における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重に加
えて，重大事故による環境の変化を考慮した環境
温度，環境圧力，環境湿度による影響，重大事故
等時に汽水を供給する系統への影響，自然現象に
よる影響，人為事象の影響及び周辺機器等からの
影響を考慮する。

【4.  環境条件等　(2)　重大事故等時における
条件の影響】
a. 圧力による影響
重大事故等への対処に必要な水，空気，硝酸ガド
リニウムを供給する系統を構成する重大事故等対
処設備及び重大事故等の発生に伴い気相中へ移行
する放射性物質を内包する重大事故等対処設備
は，以下に示す内部流体圧力において機能を損な
わない設計とする。内部流体圧力に対する常設重
大事故等対処設備の耐環境性については後述する
「b. 温度及び湿度による影響」の内部流体温度
と合わせて「Ⅴ　強度及び耐食性に関する説明
書」に示す。また，放射線分解により発生する水
素による爆発及び有機溶媒等による火災又は爆発
による瞬間的な圧力上昇に係る評価についても
「Ⅴ　強度及び耐食性に関する説明書」に示す。
以下の項目において系統ごとに値を記載する。
(a)臨界事故の拡大を防止するための設備
(b)冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するた
めの設備
(c)放射線分解により発生する水素による爆発に
対処するための設備
(d)有機溶媒等による火災又は爆発に対処するた
めの設備
(e)使用済燃料貯蔵槽等の冷却等のための設備
上記以外の重大事故等対処設備は、重大事故等の
発生による環境の変化を考慮した環境圧力が建屋
内は大気圧相当、屋外は大気圧であり、大気圧に
て機能を損なわない設計とする。
b. 温度及び湿度による影響
重大事故等への対処に必要な水、空気、硝酸ガド
リニウムを供給する系統を構成する重大事故等対
処設備及び重大事故等の発生に伴い気相中へ移行
する放射性物質を内包する重大事故等対処設備
は、以下に示す内部流体温度にて機能を損なわな
い設計とする。内部流体温度に対する常設重大事
故等対処設備の耐環境性については前述の「a.
圧力による影響」の内部流体圧力と合わせて「Ⅴ
強度及び耐食性に関する説明書」に示す。また、
内部流体の湿度は100%を設定する。
以下の項目において系統ごとに値を記載する。
(a) 臨界事故の拡大を防止するための設備
(b)冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するた
めの設備
(c)放射線分解により発生する水素による爆発に
対処するための設備
(d)有機溶媒等による火災又は爆発に対処するた
めの設備
(e)使用済燃料貯蔵槽等の冷却等のための設備
上記以外の重大事故等対処設備は、重大事故等の
発生による環境の変化を考慮し以下に示す環境温
度及び湿度にて機能を損なわない設計とする。環
境温度及び湿度については，設備の設置場所ごと
に重大事故等発生時に到達する最高値とし，以下
のとおり設定する。以下の項目において値を記載
する。
(a) 臨界事故の拡大を防止するために使用する重
大事故等対処設備（建屋内）
(b)冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するた
めに使用する重大事故等対処設備（建屋内）
(c)放射線分解により発生する水素による爆発に
対処するために使用する重大事故等対処設備（建
屋内）
(d)有機溶媒等による火災又は爆発に対処するた
めに使用する重大事故等対処設備（建屋内）
(e)使用済燃料貯蔵槽等の冷却等のために使用す
る重大事故等対処設備（建屋内）
(f)重大事故等対処設備（建屋外）
c. 放射線による影響
重大事故等対処設備は、重大事故等の発生時に想
定される放射線にて機能を損なわない設計とす
る。放射線については，設備の設置場所ごとに重
大事故等発生時に到達する最大線量とし，設置場
所ごとの放射線量に対して，遮蔽等の効果を考慮
して，機能を損なわない材料，構造，原理等を用
いる設計とする。以下の項目において値を記載す
る。
(a) 臨界事故の拡大を防止するために使用する重
大事故等対処設備（建屋内）
(b)冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するた
めに使用する重大事故等対処設備（建屋内）
(c)放射線分解により発生する水素による爆発に
対処するために使用する重大事故等対処設備（建
屋内）
(d)有機溶媒等による火災又は爆発に対処するた
めに使用する重大事故等対処設備（建屋内）
(e)使用済燃料貯蔵槽等の冷却等のために使用す
る重大事故等対処設備（建屋内）
(f)重大事故等対処設備（屋外）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

70

重大事故等時の環境条件については，重大事故等における温度，圧力，湿
度，放射線，荷重に加えて，重大事故による環境の変化を考慮した環境温
度，環境圧力，環境湿度による影響，重大事故等時に汽水を供給する系統
への影響，自然現象による影響，人為事象の影響及び周辺機器等からの影
響を考慮する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件
等）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

【4.  環境条件等　(1)　環境条件】
重大事故等時の環境条件については，重大事故等
における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重に加
えて，重大事故による環境の変化を考慮した環境
温度，環境圧力，環境湿度による影響，重大事故
等時に汽水を供給する系統への影響，自然現象に
よる影響，人為事象の影響及び周辺機器等からの
影響を考慮する。

【4.  環境条件等　(2)　重大事故等時における
条件の影響】
a. 圧力による影響
重大事故等への対処に必要な水，空気，硝酸ガド
リニウムを供給する系統を構成する重大事故等対
処設備及び重大事故等の発生に伴い気相中へ移行
する放射性物質を内包する重大事故等対処設備
は，以下に示す内部流体圧力において機能を損な
わない設計とする。内部流体圧力に対する常設重
大事故等対処設備の耐環境性については後述する
「b. 温度及び湿度による影響」の内部流体温度
と合わせて「Ⅴ　強度及び耐食性に関する説明
書」に示す。また，放射線分解により発生する水
素による爆発及び有機溶媒等による火災又は爆発
による瞬間的な圧力上昇に係る評価についても
「Ⅴ　強度及び耐食性に関する説明書」に示す。
以下の項目において系統ごとに値を記載する。
(a)臨界事故の拡大を防止するための設備
(b)冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するた
めの設備
(c)放射線分解により発生する水素による爆発に
対処するための設備
(d)有機溶媒等による火災又は爆発に対処するた
めの設備
(e)使用済燃料貯蔵槽等の冷却等のための設備
上記以外の重大事故等対処設備は、重大事故等の
発生による環境の変化を考慮した環境圧力が建屋
内は大気圧相当、屋外は大気圧であり、大気圧に
て機能を損なわない設計とする。
b. 温度及び湿度による影響
重大事故等への対処に必要な水、空気、硝酸ガド
リニウムを供給する系統を構成する重大事故等対
処設備及び重大事故等の発生に伴い気相中へ移行
する放射性物質を内包する重大事故等対処設備
は、以下に示す内部流体温度にて機能を損なわな
い設計とする。内部流体温度に対する常設重大事
故等対処設備の耐環境性については前述の「a.
圧力による影響」の内部流体圧力と合わせて「Ⅴ
強度及び耐食性に関する説明書」に示す。また、
内部流体の湿度は100%を設定する。
以下の項目において系統ごとに値を記載する。
(a) 臨界事故の拡大を防止するための設備
(b)冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するた
めの設備
(c)放射線分解により発生する水素による爆発に
対処するための設備
(d)有機溶媒等による火災又は爆発に対処するた
めの設備
(e)使用済燃料貯蔵槽等の冷却等のための設備
上記以外の重大事故等対処設備は、重大事故等の
発生による環境の変化を考慮し以下に示す環境温
度及び湿度にて機能を損なわない設計とする。環
境温度及び湿度については，設備の設置場所ごと
に重大事故等発生時に到達する最高値とし，以下
のとおり設定する。以下の項目において値を記載
する。
(a) 臨界事故の拡大を防止するために使用する重
大事故等対処設備（建屋内）
(b)冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するた
めに使用する重大事故等対処設備（建屋内）
(c)放射線分解により発生する水素による爆発に
対処するために使用する重大事故等対処設備（建
屋内）
(d)有機溶媒等による火災又は爆発に対処するた
めに使用する重大事故等対処設備（建屋内）
(e)使用済燃料貯蔵槽等の冷却等のために使用す
る重大事故等対処設備（建屋内）
(f)重大事故等対処設備（建屋外）
c. 放射線による影響
重大事故等対処設備は、重大事故等の発生時に想
定される放射線にて機能を損なわない設計とす
る。放射線については，設備の設置場所ごとに重
大事故等発生時に到達する最大線量とし，設置場
所ごとの放射線量に対して，遮蔽等の効果を考慮
して，機能を損なわない材料，構造，原理等を用
いる設計とする。以下の項目において値を記載す
る。
(a) 臨界事故の拡大を防止するために使用する重
大事故等対処設備（建屋内）
(b)冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するた
めに使用する重大事故等対処設備（建屋内）
(c)放射線分解により発生する水素による爆発に
対処するために使用する重大事故等対処設備（建
屋内）
(d)有機溶媒等による火災又は爆発に対処するた
めに使用する重大事故等対処設備（建屋内）
(e)使用済燃料貯蔵槽等の冷却等のために使用す
る重大事故等対処設備（建屋内）
(f)重大事故等対処設備（屋外）

基本方針 基本方針 －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件

4.  環境条件等
(2)　重大事故等における条件の影響

〇 － －

690



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

72

自然現象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発生の
可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対す
る時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故等対処設備に影響を与え
るおそれがある事象として，地震，津波，風(台風)，竜巻，凍結，高温，
降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定
する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件
等）

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件

4.  環境条件等
(3)　自然現象により発生する荷重の影響
a.常設重大事故等対処設備
b.可搬型重大事故等対処施設
c.荷重の組み合わせ
d.重大事故等時に生ずる荷重の組み合わせ

【4.  環境条件等　(1)　環境条件】
・荷重としては，重大事故等が発生した場合にお
ける機械的荷重に加えて，環境温度，環境圧力
(以下「重大事故等時に生ずる荷重」という。)及
び自然現象(地震，風(台風)，竜巻，積雪及び火
山の影響)による荷重を考慮する。同時に発生を
想定する重大事故等としては，冷却機能の喪失に
よる蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素
による爆発を考慮する。系統的な影響を受ける範
囲において互いの事象による温度及び圧力の影響
を考慮する。なお，再処理施設において，重大事
故等が連鎖して発生することはない。
・自然現象については，重大事故等時における敷
地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対
処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対
する時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事
故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象と
して，地震，津波，風(台風)，竜巻，凍結，高
温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事
象，森林火災及び塩害を選定する。
・自然現象による荷重の組合せについては，地
震，風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響を考慮
する。

【4.  環境条件等　(3)　自然現象により発生す
る荷重の影響　a.常設重大事故等対処設備】
常設重大事故等対処設備については，自然現象の
うち，風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響によ
る荷重の評価を行い，それぞれの荷重及びこれら
の荷重の組合せにも機能を有効に発揮できる設計
とする。

【4.  環境条件等　(3)　自然現象により発生す
る荷重の影響　b.可搬型重大事故等対処設備】
可搬型重大事故等対処設備については，自然現象
のうち，風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響に
よる荷重の評価を行い，それぞれの荷重及びこれ
らの荷重の組合せにも機能を有効に発揮できる設
計とする。

【4.  環境条件等　(3)自然現象により発生する
荷重の影響　c.荷重の組み合わせ】
自然現象の組み合わせについては，「Ⅵ－１－１
－１　再処理施設の自然現象等による損傷の防止
に関する説明書」に示す考え方に基づいて，地
震，風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響のそれ
ぞれに対し，以下の組み合わせを考慮する。
(a) 地震と風(台風)
(b) 地震と積雪
(c) 風(台風)と積雪
(d) 風(台風)と火山の影響
(e) 竜巻と積雪
(f) 積雪と火山の影響
「(a) 地震と風(台風)」及び「(b) 地震と積雪」
の荷重の組み合わせの考え方については，「Ⅳ－
１　再処理施設の耐震性に関する基本方針」に示
す。また，評価条件及び評価結果を「Ⅳ－２　再
処理施設の耐震性に関する計算書」に示す。
「(c) 風(台風)と積雪」の荷重の組み合わせの考
え方については，「Ⅵ－１－１－１－１　自然現
象等への配慮に関する説明書」に示す。ただし，
風(台風)と積雪の重ね合わせは，竜巻と積雪の重
ね合わせに包絡されるため，竜巻と積雪の重ね合
わせに関する評価条件及び評価結果を「Ⅵ－１－
１－１－２－４－２　竜巻への配慮が必要な施設
等の強度計算書」に示す。
「(d) 風(台風)と火山の影響」及び「(f) 積雪と
火山の影響」の荷重の組み合わせの考え方につい
ては，「Ⅵ－１－１－１－４　火山への配慮に関
する説明書」に示す。また，評価条件及び評価結
果を「Ⅵ－１－１－１－４－４－２　火山への配
慮が必要な施設の強度計算書」に示す。
「(e) 竜巻と積雪」の荷重の組み合わせの考え方
については，「Ⅵ－１－１－１－２　竜巻への配
慮に関する説明書」に示す。また，評価条件及び
評価結果を「Ⅵ－１－１－１－２－４－２　竜巻
への配慮が必要な施設等の強度計算書」に示す。

【4.  環境条件等　(3)　自然現象により発生す
る荷重の影響　d.重大事故等時に生ずる荷重の組
み合わせ】
重大事故等対処設備は，重大事故等時に生ずる荷
重及び自然現象(地震，風(台風)，竜巻，積雪，
火山の影響)による荷重の組み合わせを考慮した
としても，重大事故等対処設備の重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。

基本方針（環境条件
等）

71

荷重としては，重大事故等が発生した場合における機械的荷重に加えて，
環境温度，環境圧力及び自然現象による荷重を考慮する。また，同一建屋
内において同時又は連鎖して発生を想定する重大事故等としては，冷却機
能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素による爆発を
考慮する。系統的な影響を受ける範囲において互いの事象による温度及び
圧力の影響を考慮する。

73

自然現象による荷重の組合せについては，地震，風(台風)，竜巻，積雪及
び火山の影響を考慮する。

冒頭宣言 基本方針

基本方針
基本方針（環境条件
等）

冒頭宣言
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

72

自然現象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発生の
可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対す
る時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故等対処設備に影響を与え
るおそれがある事象として，地震，津波，風(台風)，竜巻，凍結，高温，
降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定
する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件
等）

基本方針（環境条件
等）

71

荷重としては，重大事故等が発生した場合における機械的荷重に加えて，
環境温度，環境圧力及び自然現象による荷重を考慮する。また，同一建屋
内において同時又は連鎖して発生を想定する重大事故等としては，冷却機
能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素による爆発を
考慮する。系統的な影響を受ける範囲において互いの事象による温度及び
圧力の影響を考慮する。

73

自然現象による荷重の組合せについては，地震，風(台風)，竜巻，積雪及
び火山の影響を考慮する。

冒頭宣言 基本方針

基本方針
基本方針（環境条件
等）

冒頭宣言

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

－ － －

〇 － －基本方針 基本方針 －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件

4.  環境条件等
(3)　自然現象により発生する荷重の影響
a.常設重大事故等対処設備
b.可搬型重大事故等対処施設
c.荷重の組み合わせ
d.重大事故等時に生ずる荷重の組み合わせ

【4.  環境条件等　(1)　環境条件】
・荷重としては，重大事故等が発生した場合にお
ける機械的荷重に加えて，環境温度，環境圧力
(以下「重大事故等時に生ずる荷重」という。)及
び自然現象(地震，風(台風)，竜巻，積雪及び火
山の影響)による荷重を考慮する。同時に発生を
想定する重大事故等としては，冷却機能の喪失に
よる蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素
による爆発を考慮する。系統的な影響を受ける範
囲において互いの事象による温度及び圧力の影響
を考慮する。なお，再処理施設において，重大事
故等が連鎖して発生することはない。
・自然現象については，重大事故等時における敷
地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対
処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対
する時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事
故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象と
して，地震，津波，風(台風)，竜巻，凍結，高
温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事
象，森林火災及び塩害を選定する。
・自然現象による荷重の組合せについては，地
震，風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響を考慮
する。

【4.  環境条件等　(3)　自然現象により発生す
る荷重の影響　a.常設重大事故等対処設備】
常設重大事故等対処設備については，自然現象の
うち，風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響によ
る荷重の評価を行い，それぞれの荷重及びこれら
の荷重の組合せにも機能を有効に発揮できる設計
とする。

【4.  環境条件等　(3)　自然現象により発生す
る荷重の影響　b.可搬型重大事故等対処設備】
可搬型重大事故等対処設備については，自然現象
のうち，風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響に
よる荷重の評価を行い，それぞれの荷重及びこれ
らの荷重の組合せにも機能を有効に発揮できる設
計とする。

【4.  環境条件等　(3)自然現象により発生する
荷重の影響　c.荷重の組み合わせ】
自然現象の組み合わせについては，「Ⅵ－１－１
－１　再処理施設の自然現象等による損傷の防止
に関する説明書」に示す考え方に基づいて，地
震，風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響のそれ
ぞれに対し，以下の組み合わせを考慮する。
(a) 地震と風(台風)
(b) 地震と積雪
(c) 風(台風)と積雪
(d) 風(台風)と火山の影響
(e) 竜巻と積雪
(f) 積雪と火山の影響
「(a) 地震と風(台風)」及び「(b) 地震と積雪」
の荷重の組み合わせの考え方については，「Ⅳ－
１　再処理施設の耐震性に関する基本方針」に示
す。また，評価条件及び評価結果を「Ⅳ－２　再
処理施設の耐震性に関する計算書」に示す。
「(c) 風(台風)と積雪」の荷重の組み合わせの考
え方については，「Ⅵ－１－１－１－１　自然現
象等への配慮に関する説明書」に示す。ただし，
風(台風)と積雪の重ね合わせは，竜巻と積雪の重
ね合わせに包絡されるため，竜巻と積雪の重ね合
わせに関する評価条件及び評価結果を「Ⅵ－１－
１－１－２－４－２　竜巻への配慮が必要な施設
等の強度計算書」に示す。
「(d) 風(台風)と火山の影響」及び「(f) 積雪と
火山の影響」の荷重の組み合わせの考え方につい
ては，「Ⅵ－１－１－１－４　火山への配慮に関
する説明書」に示す。また，評価条件及び評価結
果を「Ⅵ－１－１－１－４－４－２　火山への配
慮が必要な施設の強度計算書」に示す。
「(e) 竜巻と積雪」の荷重の組み合わせの考え方
については，「Ⅵ－１－１－１－２　竜巻への配
慮に関する説明書」に示す。また，評価条件及び
評価結果を「Ⅵ－１－１－１－２－４－２　竜巻
への配慮が必要な施設等の強度計算書」に示す。

【4.  環境条件等　(3)　自然現象により発生す
る荷重の影響　d.重大事故等時に生ずる荷重の組
み合わせ】
重大事故等対処設備は，重大事故等時に生ずる荷
重及び自然現象(地震，風(台風)，竜巻，積雪，
火山の影響)による荷重の組み合わせを考慮した
としても，重大事故等対処設備の重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。

〇 基本方針 基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

74

人為事象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発生の
可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対す
る時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故等対処設備に影響を与え
るおそれのある事象として，敷地内における化学物質の漏えい及び電磁的
障害を選定する。なお，これらの自然現象及び人為事象については，設計
基準対象施設について考慮する「3.3　外部からの衝撃による損傷の防
止」に示す条件を考慮する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件
等）

－ － － － －

75

重大事故等の要因となるおそれとなる事業指定(変更許可)を受けた設計基
準より厳しい条件の要因となる事象の外的事象の地震及び火山の影響（降
下火砕物による積載荷重）を考慮する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件
等）

－ － － － －

76

また，内的事象として，配管の全周破断を考慮する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件
等）

－ － － － －

77

周辺機器等からの影響としては，地震，火災，溢水，化学薬品漏えいによ
る波及的影響及び内部発生飛散物を考慮する。また，同時に発生する可能
性のあるMOX燃料加工施設における重大事故等による影響についても考慮
する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件
等）

－ － － － －

78

a.常設重大事故等対処設備
常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合におけ
る温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮で
きるよう，その設置場所(使用場所)に応じた耐環境性を有する設計とす
る。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

－ － － － －

79

常設重大事故等対処設備のうち，放射線分解により発生する水素による爆
発の発生及びリン酸トリブチル(以下「TBP」という。)又はその分解生成
物であるリン酸ジブチル，リン酸ブチル(以下「TBP等」という。)と硝
酸，硝酸ウラニル又は硝酸プルトニウムの錯体(以下「TBP等の錯体」とい
う。)の急激な分解反応の発生を想定する機器については，瞬間的に上昇
する内部流体温度及び内部流体圧力の影響により重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

－ － － － －

80

使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止の対処に係る常設重大事故等対処
設備は，重大事故等時における使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温
度，環境湿度，環境圧力及び放射線を考慮した設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

－ － － － －

81

同一建屋内において同時に発生を想定する冷却機能の喪失による蒸発乾固
及び放射線分解により発生する水素による爆発に対して，これらの重大事
故等に対処するための常設重大事故等対処設備は，系統的な影響を受ける
範囲において互いの重大事故等による温度，圧力，湿度，放射線及び荷重
に対して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

－ － － － －

82

重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対して常時汽水を通水する
コンクリート構造物については，腐食を考慮した設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対
して常時汽水を通水するコンクリート構造物につ
いては，腐食を考慮した設計とする。

－ － － － －

83

地震に対して常設重大事故等対処設備は，「3.1　地震による損傷の防
止」に記載する地震力による荷重を考慮して，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
地震に対して常設重大事故等対処設備は，「Ⅳ
再処理施設の耐震性に関する説明書」に記載する
地震力による荷重を考慮して，重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。

－ － － － －

84

また，事業指定(変更許可)を受けた設計基準より厳しい条件の要因となる
外的事象のうち地震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するた
めに重大事故等時に機能を期待する常設重大事故等対処設備は，「9.2.6
地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とす
る。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

－ － － － －

85

さらに，地震に対して常設重大事故等対処設備は，当該設備周辺の機器等
からの波及的影響によって重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。また，当該設備周辺の資機材の落下，転倒による損傷を考慮
して，当該設備周辺の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の措置を行う設
計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

－ － － － －

86

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処
設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設
重大事故等対処設備は，地震により機能が損なわれる場合，代替設備によ
り必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行う
こと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることによ
り，機能を損なわない設計とする。代替設備により必要な機能を確保する
こと，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停
止すること等については，保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件

【4.  環境条件等　(1)　環境条件】
・人為事象については，重大事故等時における敷
地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対
処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対
する時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事
故等対処設備に影響を与えるおそれのある事象と
して，敷地内における化学物質の漏えい及び電磁
的障害を選定する。
・なお，これらの自然現象及び人為事象について
は，設計基準対象施設について考慮する「Ⅵ－１
－１－１　再処理施設の自然現象等による損傷の
防止に関する説明書」に示す条件を設定する。ま
た，人為事象のうち，有毒ガスとして想定される
六ケ所ウラン濃縮工場から漏えいする有毒ガスに
ついては重大事故等対処設備に対して影響を及ぼ
すことはないことから考慮は不要である。
・人為事象のうち，航空機落下については，前処
理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建
屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，非
常用電源建屋及び主排気筒管理建屋内に設置する
か，又は設計基準に対処するための設備の安全機
能と同時にその機能がそこなわれるおそれがない
よう，位置的分散を図る。前処理建屋，分離建
屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋，制御建屋，非常用電源建屋及び
主排気筒管理建屋内の航空機落下に対する設計は
「Ⅵ－１－１－１－５ 航空機に対する防護設計
に関する説明書」に示す。
・重大事故等の要因となるおそれとなる事業指定
(変更許可)を受けた設計基準より厳しい条件の要
因となる事象の外的事象の地震及び火山の影響
（降下火砕物による積載荷重）を考慮する。
・また，内的事象として，配管の全周破断を考慮
する。
・周辺機器等からの影響としては，地震，火災，
溢水，化学薬品漏えいによる波及的影響及び内部
発生飛散物を考慮する。
・また，同時に発生する可能性のあるMOX燃料加
工施設における重大事故等による影響についても

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
・常設重大事故等対処設備は，想定される重大事
故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，
放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮
できるよう，その設置場所(使用場所)に応じた耐
環境性を有する設計とする。
・常設重大事故等対処設備のうち，放射線分解に
より発生する水素による爆発の発生及びリン酸ト
リブチル(以下「TBP」という。)又はその分解生
成物であるリン酸ジブチル，リン酸ブチル(以下
「TBP等」という。)と硝酸，硝酸ウラニル又は硝
酸プルトニウムの錯体(以下「TBP等の錯体」とい
う。)の急激な分解反応の発生を想定する機器に
ついては，瞬間的に上昇する内部流体温度及び内
部流体圧力の影響により重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。
・使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止の対処
に係る常設重大事故等対処設備は，重大事故等時
における使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温
度，環境湿度，環境圧力及び放射線を考慮した設
計とする。
・同一建屋内において同時に発生を想定する冷却
機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により
発生する水素による爆発に対して，これらの重大
事故等に対処するための常設重大事故等対処設備
は，系統的な影響を受ける範囲において互いの重
大事故等による温度，圧力，湿度，放射線及び荷
重に対して，重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。
・想定される重大事故等が発生した場合における
温度，圧力，湿度，放射線及び荷重への具体的な
設計方針は「(2)重大事故等時における条件の影
響」に示す。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
・また，事業指定(変更許可)を受けた設計基準よ
り厳しい条件の要因となる外的事象のうち地震に
対して，地震を要因とする重大事故等に対処する
ために重大事故等時に機能を期待する常設重大事
故等対処設備は，「6.　地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とす
る。
・さらに，地震に対して常設重大事故等対処設備
は，当該設備周辺の機器等からの波及的影響に
よって重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。また，当該設備周辺の資機材の
落下，転倒による損傷を考慮して，当該設備周辺
の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の措置を行
う設計とする。
・ただし，内的事象を要因として発生する重大事
故等に対処するための設備のうち常設重大事故等
対処設備は，地震により機能が損なわれる場合，
代替設備により必要な機能を確保すること，安全
上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連
する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせ
ることにより，機能を損なわない設計とする。代
替設備により必要な機能を確保すること，安全上
支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連す
る工程を停止すること等については，保安規定に
定めて，管理する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

74

人為事象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発生の
可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対す
る時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故等対処設備に影響を与え
るおそれのある事象として，敷地内における化学物質の漏えい及び電磁的
障害を選定する。なお，これらの自然現象及び人為事象については，設計
基準対象施設について考慮する「3.3　外部からの衝撃による損傷の防
止」に示す条件を考慮する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件
等）

75

重大事故等の要因となるおそれとなる事業指定(変更許可)を受けた設計基
準より厳しい条件の要因となる事象の外的事象の地震及び火山の影響（降
下火砕物による積載荷重）を考慮する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件
等）

76

また，内的事象として，配管の全周破断を考慮する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件
等）

77

周辺機器等からの影響としては，地震，火災，溢水，化学薬品漏えいによ
る波及的影響及び内部発生飛散物を考慮する。また，同時に発生する可能
性のあるMOX燃料加工施設における重大事故等による影響についても考慮
する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件
等）

78

a.常設重大事故等対処設備
常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合におけ
る温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮で
きるよう，その設置場所(使用場所)に応じた耐環境性を有する設計とす
る。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

79

常設重大事故等対処設備のうち，放射線分解により発生する水素による爆
発の発生及びリン酸トリブチル(以下「TBP」という。)又はその分解生成
物であるリン酸ジブチル，リン酸ブチル(以下「TBP等」という。)と硝
酸，硝酸ウラニル又は硝酸プルトニウムの錯体(以下「TBP等の錯体」とい
う。)の急激な分解反応の発生を想定する機器については，瞬間的に上昇
する内部流体温度及び内部流体圧力の影響により重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

80

使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止の対処に係る常設重大事故等対処
設備は，重大事故等時における使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温
度，環境湿度，環境圧力及び放射線を考慮した設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

81

同一建屋内において同時に発生を想定する冷却機能の喪失による蒸発乾固
及び放射線分解により発生する水素による爆発に対して，これらの重大事
故等に対処するための常設重大事故等対処設備は，系統的な影響を受ける
範囲において互いの重大事故等による温度，圧力，湿度，放射線及び荷重
に対して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

82

重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対して常時汽水を通水する
コンクリート構造物については，腐食を考慮した設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

83

地震に対して常設重大事故等対処設備は，「3.1　地震による損傷の防
止」に記載する地震力による荷重を考慮して，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

84

また，事業指定(変更許可)を受けた設計基準より厳しい条件の要因となる
外的事象のうち地震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するた
めに重大事故等時に機能を期待する常設重大事故等対処設備は，「9.2.6
地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とす
る。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

85

さらに，地震に対して常設重大事故等対処設備は，当該設備周辺の機器等
からの波及的影響によって重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。また，当該設備周辺の資機材の落下，転倒による損傷を考慮
して，当該設備周辺の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の措置を行う設
計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

86

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処
設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設
重大事故等対処設備は，地震により機能が損なわれる場合，代替設備によ
り必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行う
こと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることによ
り，機能を損なわない設計とする。代替設備により必要な機能を確保する
こと，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停
止すること等については，保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 基本方針 基本方針 － － －

〇 基本方針 基本方針 － － －

〇 基本方針 基本方針 － － －

〇 基本方針 基本方針 － － －

〇
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

－ － －

〇
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

－ － －

〇
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

－ － －

〇
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

－ － －

〇
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

－ － －

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対
して常時汽水を通水するコンクリート構造物につ
いては，腐食を考慮した設計とする。

〇
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

－ － －

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
地震に対して常設重大事故等対処設備は，「Ⅳ
再処理施設の耐震性に関する説明書」に記載する
地震力による荷重を考慮して，重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。

〇
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

－ － －

〇
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

－ － －

〇
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

－ － －

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
・また，事業指定(変更許可)を受けた設計基準よ
り厳しい条件の要因となる外的事象のうち地震に
対して，地震を要因とする重大事故等に対処する
ために重大事故等時に機能を期待する常設重大事
故等対処設備は，「6.　地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とす
る。
・さらに，地震に対して常設重大事故等対処設備
は，当該設備周辺の機器等からの波及的影響に
よって重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。また，当該設備周辺の資機材の
落下，転倒による損傷を考慮して，当該設備周辺
の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の措置を行
う設計とする。
・ただし，内的事象を要因として発生する重大事
故等に対処するための設備のうち常設重大事故等
対処設備は，地震により機能が損なわれる場合，
代替設備により必要な機能を確保すること，安全
上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連
する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせ
ることにより，機能を損なわない設計とする。代
替設備により必要な機能を確保すること，安全上
支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連す
る工程を停止すること等については，保安規定に
定めて，管理する。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件

【4.  環境条件等　(1)　環境条件】
・人為事象については，重大事故等時における敷
地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対
処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対
する時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事
故等対処設備に影響を与えるおそれのある事象と
して，敷地内における化学物質の漏えい及び電磁
的障害を選定する。
・なお，これらの自然現象及び人為事象について
は，設計基準対象施設について考慮する「Ⅵ－１
－１－１　再処理施設の自然現象等による損傷の
防止に関する説明書」に示す条件を設定する。ま
た，人為事象のうち，有毒ガスとして想定される
六ケ所ウラン濃縮工場から漏えいする有毒ガスに
ついては重大事故等対処設備に対して影響を及ぼ
すことはないことから考慮は不要である。
・人為事象のうち，航空機落下については，前処
理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建
屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，非
常用電源建屋及び主排気筒管理建屋内に設置する
か，又は設計基準に対処するための設備の安全機
能と同時にその機能がそこなわれるおそれがない
よう，位置的分散を図る。前処理建屋，分離建
屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋，制御建屋，非常用電源建屋及び
主排気筒管理建屋内の航空機落下に対する設計は
「Ⅵ－１－１－１－５ 航空機に対する防護設計
に関する説明書」に示す。
・重大事故等の要因となるおそれとなる事業指定
(変更許可)を受けた設計基準より厳しい条件の要
因となる事象の外的事象の地震及び火山の影響
（降下火砕物による積載荷重）を考慮する。
・また，内的事象として，配管の全周破断を考慮
する。
・周辺機器等からの影響としては，地震，火災，
溢水，化学薬品漏えいによる波及的影響及び内部
発生飛散物を考慮する。
・また，同時に発生する可能性のあるMOX燃料加
工施設における重大事故等による影響についても

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
・常設重大事故等対処設備は，想定される重大事
故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，
放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮
できるよう，その設置場所(使用場所)に応じた耐
環境性を有する設計とする。
・常設重大事故等対処設備のうち，放射線分解に
より発生する水素による爆発の発生及びリン酸ト
リブチル(以下「TBP」という。)又はその分解生
成物であるリン酸ジブチル，リン酸ブチル(以下
「TBP等」という。)と硝酸，硝酸ウラニル又は硝
酸プルトニウムの錯体(以下「TBP等の錯体」とい
う。)の急激な分解反応の発生を想定する機器に
ついては，瞬間的に上昇する内部流体温度及び内
部流体圧力の影響により重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。
・使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止の対処
に係る常設重大事故等対処設備は，重大事故等時
における使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温
度，環境湿度，環境圧力及び放射線を考慮した設
計とする。
・同一建屋内において同時に発生を想定する冷却
機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により
発生する水素による爆発に対して，これらの重大
事故等に対処するための常設重大事故等対処設備
は，系統的な影響を受ける範囲において互いの重
大事故等による温度，圧力，湿度，放射線及び荷
重に対して，重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。
・想定される重大事故等が発生した場合における
温度，圧力，湿度，放射線及び荷重への具体的な
設計方針は「(2)重大事故等時における条件の影
響」に示す。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
a.常設重大事故等対処設備

694



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

－ － － － －

－ － － － －

88

火災に対して常設重大事故等対処設備は，「5．火災等による損傷の防
止」に基づく設計とすることにより，重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

－ － － － －

89

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処
設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設
重大事故等対処設備は，溢水，化学薬品漏えい及び火災による損傷を考慮
して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間
で修理の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み
合わせることにより，機能を損なわない設計とする。代替設備により必要
な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，
関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

－ － － － －

90

津波に対して常設重大事故等対処設備は，「3.2　津波による損傷の防
止」に基づく設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
津波に対して常設重大事故等対処設備は，「Ⅵ－
１－１－１－７　津波への配慮に関する説明書」
に基づく設計とする。

－ － － － －

91

屋内の常設重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，
積雪及び火山の影響に対して外部からの衝撃による損傷を防止できる前処
理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レ
ベル廃液ガラス固化建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，非常
用電源建屋，主排気筒管理建屋，第１保管庫・貯水所，第２保管庫・貯水
所，緊急時対策建屋及び洞道に設置し，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
屋内の常設重大事故等対処設備は，風(台風)，竜
巻，凍結，高温，降水，積雪及び火山の影響に対
して，外部からの衝撃による損傷を防止できる前
処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建
屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，非
常用電源建屋，主排気筒管理建屋，第１保管庫・
貯水所，第２保管庫・貯水所，緊急時対策建屋及
び洞道に設置し，重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

－ － － － －

92

屋外の常設重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響
に対して，風(台風)及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物によ
る積載荷重により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針(常設重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
屋外の常設重大事故等対処設備は，風(台風)，竜
巻，積雪及び火山の影響に対して，風(台風)及び
竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物によ
る積載荷重により重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。
風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響による荷重
への具体的な設計方針は「(3)自然現象により発
生する荷重の影響」に示す。

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

87

溢水及び化学薬品の漏えいに対して常設重大事故等対処設備は，想定する
溢水量及び化学薬品漏えいに対して，機能を損なわない高さへの設置，被
水防護及び被液防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
a.常設重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-4-2-1　重大事故等対処設備の設計方針

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
溢水及び化学薬品の漏えいに対して常設重大事故
等対処設備は，想定する溢水量及び化学薬品漏え
いに対して，機能を損なわない高さへの設置，被
水防護及び被液防護を行うことにより，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
具体的には，常設重大事故等対処設備のうち，溢
水によって必要な機能が損なわれない静的な構築
物，系統及び機器を除く設備が没水，被水等の影
響を受けて機能を損なわない設計とする。また，
化学薬品の漏えいによって必要な機能が損なわれ
ない構築物，系統及び機器を除く設備が没液，被
液の影響を受けて機能を損なわない設計とする。
没水，被水，没液，被液等の影響を考慮する常設
重大事故等対処設備の選定については，「Ⅵ－１
－１－４－２－１　重大事故等対処設備の設計方
針」に示し，想定する溢水及び化学薬品の漏えい
による影響に対する評価方針及び評価結果につい
ては，「Ⅵ－１－１－６　再処理施設の溢水によ
る損傷の防止に関する説明書」及び「Ⅵ－１－１
－７　再処理施設の化学薬品の漏えいによる損傷
の防止に関する説明書」に示す。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
・火災に対して常設重大事故等対処設備は，
「Ⅲ．火災及び爆発の防止に関する説明書」に基
づく設計とすることにより，重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。
・ただし，内的事象を要因として発生する重大事
故等に対処するための設備のうち常設重大事故等
対処設備は，溢水，化学薬品漏えい及び火災によ
る損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を
確保すること，安全上支障のない期間で修理の対
応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれら
を適切に組み合わせることにより，機能を損なわ
ない設計とする。代替設備により必要な機能を確
保すること，安全上支障のない期間で修理の対応
を行うこと，関連する工程を停止すること等につ
いては，保安規定に定めて，管理する。

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
・凍結に対して常設重大事故等対処設備は，「Ⅵ
－１－１－１－１　自然現象等への配慮に関する
説明書」にて設定する凍結において考慮する外気
温に対して，重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。具体的には，屋内の常設
重大事故等対処設備は，外部からの損傷を防止で
きる建屋等内に設置することにより重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。ま
た，屋外の常設重大事故等対処設備は，凍結防止
対策により重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。
・高温に対して常設重大事故等対処設備は，「Ⅵ
－１－１－１－１　自然現象等への配慮に関する
説明書」にて設定する高温において考慮する外気
温に対して，重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。具体的には，屋内の常設
重大事故等対処設備は，外部からの損傷を防止で
きる建屋等内に設置することにより重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。ま
た，屋外の常設重大事故等対処設備は，高温防止
対策により重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。
・降水に対して常設重大事故等対処設備は，「Ⅵ
－１－１－１－１　自然現象等への配慮に関する
説明書」にて設定する設計基準降水量に対して，
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。具体的には，屋内の常設重大事故等対
処設備は，外部からの損傷を防止できる建屋等内
に設置することにより重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。また，屋外の常
設重大事故等対処設備は，防水対策により重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
・ただし，内的事象を要因として発生する重大事
故等に対処するための設備のうち常設重大事故等
対処設備は，風(台風)，竜巻，積雪，火山の影

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
a.常設重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-4-2-1　重大事故等対処設備の設計方針
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凍結，高温及び降水に対して屋外の常設重大事故等対処設備は，凍結防止
対策，高温防止対策及び防水対策により，重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
a.常設重大事故等対処設備

695



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

88

火災に対して常設重大事故等対処設備は，「5．火災等による損傷の防
止」に基づく設計とすることにより，重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

89

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処
設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設
重大事故等対処設備は，溢水，化学薬品漏えい及び火災による損傷を考慮
して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間
で修理の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み
合わせることにより，機能を損なわない設計とする。代替設備により必要
な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，
関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

90

津波に対して常設重大事故等対処設備は，「3.2　津波による損傷の防
止」に基づく設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

91

屋内の常設重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，
積雪及び火山の影響に対して外部からの衝撃による損傷を防止できる前処
理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レ
ベル廃液ガラス固化建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，非常
用電源建屋，主排気筒管理建屋，第１保管庫・貯水所，第２保管庫・貯水
所，緊急時対策建屋及び洞道に設置し，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

92

屋外の常設重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響
に対して，風(台風)及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物によ
る積載荷重により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針(常設重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

87

溢水及び化学薬品の漏えいに対して常設重大事故等対処設備は，想定する
溢水量及び化学薬品漏えいに対して，機能を損なわない高さへの設置，被
水防護及び被液防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

93

凍結，高温及び降水に対して屋外の常設重大事故等対処設備は，凍結防止
対策，高温防止対策及び防水対策により，重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

－ － －

〇
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

－ － －

〇
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

－ － －

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
津波に対して常設重大事故等対処設備は，「Ⅵ－
１－１－１－７　津波への配慮に関する説明書」
に基づく設計とする。

〇
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

－ － －

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
屋内の常設重大事故等対処設備は，風(台風)，竜
巻，凍結，高温，降水，積雪及び火山の影響に対
して，外部からの衝撃による損傷を防止できる前
処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建
屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，非
常用電源建屋，主排気筒管理建屋，第１保管庫・
貯水所，第２保管庫・貯水所，緊急時対策建屋及
び洞道に設置し，重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

〇 基本方針(常設重大事故等対処設備) 基本方針(常設重大事故等対処設備) － － －

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
屋外の常設重大事故等対処設備は，風(台風)，竜
巻，積雪及び火山の影響に対して，風(台風)及び
竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物によ
る積載荷重により重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。
風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響による荷重
への具体的な設計方針は「(3)自然現象により発
生する荷重の影響」に示す。

〇 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
a.常設重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-4-2-1　重大事故等対処設備の設計方針

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
溢水及び化学薬品の漏えいに対して常設重大事故
等対処設備は，想定する溢水量及び化学薬品漏え
いに対して，機能を損なわない高さへの設置，被
水防護及び被液防護を行うことにより，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
具体的には，常設重大事故等対処設備のうち，溢
水によって必要な機能が損なわれない静的な構築
物，系統及び機器を除く設備が没水，被水等の影
響を受けて機能を損なわない設計とする。また，
化学薬品の漏えいによって必要な機能が損なわれ
ない構築物，系統及び機器を除く設備が没液，被
液の影響を受けて機能を損なわない設計とする。
没水，被水，没液，被液等の影響を考慮する常設
重大事故等対処設備の選定については，「Ⅵ－１
－１－４－２－１　重大事故等対処設備の設計方
針」に示し，想定する溢水及び化学薬品の漏えい
による影響に対する評価方針及び評価結果につい
ては，「Ⅵ－１－１－６　再処理施設の溢水によ
る損傷の防止に関する説明書」及び「Ⅵ－１－１
－７　再処理施設の化学薬品の漏えいによる損傷
の防止に関する説明書」に示す。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
・火災に対して常設重大事故等対処設備は，
「Ⅲ．火災及び爆発の防止に関する説明書」に基
づく設計とすることにより，重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。
・ただし，内的事象を要因として発生する重大事
故等に対処するための設備のうち常設重大事故等
対処設備は，溢水，化学薬品漏えい及び火災によ
る損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を
確保すること，安全上支障のない期間で修理の対
応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれら
を適切に組み合わせることにより，機能を損なわ
ない設計とする。代替設備により必要な機能を確
保すること，安全上支障のない期間で修理の対応
を行うこと，関連する工程を停止すること等につ
いては，保安規定に定めて，管理する。

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
a.常設重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-4-2-1　重大事故等対処設備の設計方針

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
・凍結に対して常設重大事故等対処設備は，「Ⅵ
－１－１－１－１　自然現象等への配慮に関する
説明書」にて設定する凍結において考慮する外気
温に対して，重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。具体的には，屋内の常設
重大事故等対処設備は，外部からの損傷を防止で
きる建屋等内に設置することにより重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。ま
た，屋外の常設重大事故等対処設備は，凍結防止
対策により重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。
・高温に対して常設重大事故等対処設備は，「Ⅵ
－１－１－１－１　自然現象等への配慮に関する
説明書」にて設定する高温において考慮する外気
温に対して，重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。具体的には，屋内の常設
重大事故等対処設備は，外部からの損傷を防止で
きる建屋等内に設置することにより重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。ま
た，屋外の常設重大事故等対処設備は，高温防止
対策により重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。
・降水に対して常設重大事故等対処設備は，「Ⅵ
－１－１－１－１　自然現象等への配慮に関する
説明書」にて設定する設計基準降水量に対して，
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。具体的には，屋内の常設重大事故等対
処設備は，外部からの損傷を防止できる建屋等内
に設置することにより重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。また，屋外の常
設重大事故等対処設備は，防水対策により重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
・ただし，内的事象を要因として発生する重大事
故等に対処するための設備のうち常設重大事故等
対処設備は，風(台風)，竜巻，積雪，火山の影

〇 － －基本方針(常設重大事故等対処設備) 基本方針(常設重大事故等対処設備) －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
a.常設重大事故等対処設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

94

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処
設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設
重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，積雪，火山の影響，凍結，高温
及び降水により機能が損なわれる場合，代替設備により必要な機能を確保
すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程
の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機能を損なわない
設計とする。代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のな
い期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停止すること等について
は，保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

－ － － － －

95

落雷に対して外部電源系統からの電気の供給の停止及び非常用所内電源設
備からの電源の喪失(以下「全交流動力電源喪失」という。)を要因とせず
に発生する重大事故等に対処する常設重大事故等対処設備は，直撃雷及び
間接雷を考慮した設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
落雷に対して全交流動力電源喪失を要因とせずに
発生する重大事故等に対処する常設重大事故等対
処設備は，「Ⅵ－１－１－１－５　落雷への配慮
に関する説明書」にて設定する雷撃電流に対し
て，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。具体的には，直撃雷及び間接雷を
考慮した設計を行う。

－ － － － －

96

直撃雷に対して，当該設備自体が構内接地網と連接した避雷設備を有する
設計とする又は構内接地網と連接した避雷設備を有する建屋等に設置する
ことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

－ － － － －

97

間接雷に対して，雷サージによる影響を軽減することにより，重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

－ － － － －

98

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処
設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設
重大事故等対処設備は，落雷により機能が損なわれる場合，代替設備によ
り必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行う
こと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることによ
り，機能を損なわない設計とする。代替設備により必要な機能を確保する
こと，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停
止すること等については，保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

－ － － － －

99

生物学的事象に対して常設重大事故等対処設備は，鳥類，昆虫類及び小動
物の侵入を考慮し，これら生物の侵入を防止又は抑制することにより，重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
生物学的事象に対して常設重大事故等対処設備
は，「Ⅵ－１－１－１－１　自然現象等への配慮
に関する説明書」にて選定する対象生物に対し
て，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。具体的には，これら生物の侵入を
防止又は抑制することにより，重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。

－ － － － －

100

森林火災に対して常設重大事故等対処設備は，防火帯の内側に設置するこ
とにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

102

塩害に対して屋内の常設重大事故等対処設備は，換気設備の建屋給気ユ
ニットへの粒子フィルタの設置，直接外気を取り込む施設の防食処理によ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

－ － － － －

103

また，屋外の常設重大事故等対処設備は，屋外施設の塗装等による腐食防
止対策又は受電開閉設備の絶縁性の維持対策により，重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

－ － － － －

  　 　 　

　

　

　

対処設備は，風(台風)，竜巻，積雪，火山の影
響，凍結，高温及び降水により機能が損なわれる
場合，代替設備により必要な機能を確保するこ
と，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこ
と，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組
み合わせることにより，機能を損なわない設計と
する。代替設備により必要な機能を確保するこ
と，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこ
と，関連する工程を停止すること等については，
保安規定に定めて，管理する。

101

また，森林火災からの輻射強度の影響を考慮した場合においても，離隔距
離の確保等により，常設重大事故等対処設備の重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。
ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処
設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設
重大事故等対処設備は，森林火災発生時に消防車による事前散水による延
焼防止を図るとともに代替設備により機能を損なわない設計とする。消防
車による事前散水を含む火災防護計画を，保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言
(評価要求)

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
a.常設重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-4-2-1　重大事故等対処設備の設計方針

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
・森林火災に対して常設重大事故等対処設備は，
「Ⅵ－１－１－１－３　外部火災への配慮に関す
る説明書」にて設定する輻射強度を考慮し，防火
帯の内側に設置することにより，重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。
・また，森林火災からの輻射強度の影響を考慮し
た場合においても，離隔距離の確保等により，常
設重大事故等対処設備の重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。
・具体的には，常設重大事故等対処設備を収納す
る建屋等及び屋外の常設重大事故等対処設備は，
森林火災からの輻射強度の影響に対し，建屋等又
は屋外の常設重大事故等対処設備の表面温度が許
容温度となる危険距離を算出し，その危険距離を
上回る離隔距離を確保する。また，常設重大事故
等対処設備を収納する建屋等及び屋外の常設重大
事故等対処設備は，近隣工場等の火災，爆発に対
し，危険距離を算出し，その危険距離を上回る離
隔距離が確保されていることを確認する。
・森林火災からの輻射強度の影響を考慮する重大
事故等対処設備を収納する建屋等及び屋外の常設
重大事故等対処設備の選定，要求機能及び性能目
標については，「Ⅵ－１－１－４－２－１　重大
事故等対処設備の設計方針」に示し，常設重大事
故等対処設備を収納する建屋等及び屋外の常設重
大事故等対処設備に対する輻射強度の算出，危険
距離の算出等の評価方針については，「Ⅵ－１－
１－１－３－３　外部火災への配慮が必要な施設
の設計方針及び評価方針」に基づくものとし，離
隔距離の確保に関する評価条件及び評価結果を
「Ⅵ－１－１－１－３－４　外部火災防護におけ
る評価結果」に示す。
・ただし，内的事象を要因として発生する重大事
故等に対処するための設備のうち常設重大事故等
対処設備は，森林火災発生時に消防車による事前
散水による延焼防止を図るとともに代替設備によ
り機能を損なわない設計とする。消防車による事
前散水を含む火災防護計画を，保安規定に定め
て，管理する。

　

  
　

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
・塩害に対して常設重大事故等対処設備は，「Ⅵ
－１－１－１－１　自然現象等への配慮に関する
説明書」にて考慮する影響に対して，重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
具体的には，屋内の常設重大事故等対処設備は，
換気設備の建屋給気ユニットへの粒子フィルタの
設置，直接外気を取り込む施設の防食処理によ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。
・また，屋外の常設重大事故等対処設備は，屋外
施設の塗装等による腐食防止対策又は受電開閉設
備の絶縁性の維持対策により，重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
・直撃雷に対して，当該設備は当該設備自体が構
内接地網と連接した避雷設備を有する設計とする
又は構内接地網と連接した避雷設備を有する建屋
等に設置する。
・間接雷に対して，当該設備は雷サージによる影
響を軽減できる設計とする。
・ただし，内的事象を要因として発生する重大事
故等に対処するための設備のうち常設重大事故等
対処設備は，落雷により機能が損なわれる場合，
代替設備により必要な機能を確保すること，安全
上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連
する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせ
ることにより，機能を損なわない設計とする。代
替設備により必要な機能を確保すること，安全上
支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連す
る工程を停止すること等については，保安規定に
定めて，管理する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

94

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処
設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設
重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，積雪，火山の影響，凍結，高温
及び降水により機能が損なわれる場合，代替設備により必要な機能を確保
すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程
の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機能を損なわない
設計とする。代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のな
い期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停止すること等について
は，保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

95

落雷に対して外部電源系統からの電気の供給の停止及び非常用所内電源設
備からの電源の喪失(以下「全交流動力電源喪失」という。)を要因とせず
に発生する重大事故等に対処する常設重大事故等対処設備は，直撃雷及び
間接雷を考慮した設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

96

直撃雷に対して，当該設備自体が構内接地網と連接した避雷設備を有する
設計とする又は構内接地網と連接した避雷設備を有する建屋等に設置する
ことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

97

間接雷に対して，雷サージによる影響を軽減することにより，重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

98

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処
設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設
重大事故等対処設備は，落雷により機能が損なわれる場合，代替設備によ
り必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行う
こと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることによ
り，機能を損なわない設計とする。代替設備により必要な機能を確保する
こと，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停
止すること等については，保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

99

生物学的事象に対して常設重大事故等対処設備は，鳥類，昆虫類及び小動
物の侵入を考慮し，これら生物の侵入を防止又は抑制することにより，重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

100

森林火災に対して常設重大事故等対処設備は，防火帯の内側に設置するこ
とにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

102

塩害に対して屋内の常設重大事故等対処設備は，換気設備の建屋給気ユ
ニットへの粒子フィルタの設置，直接外気を取り込む施設の防食処理によ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

103

また，屋外の常設重大事故等対処設備は，屋外施設の塗装等による腐食防
止対策又は受電開閉設備の絶縁性の維持対策により，重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

101

また，森林火災からの輻射強度の影響を考慮した場合においても，離隔距
離の確保等により，常設重大事故等対処設備の重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。
ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処
設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設
重大事故等対処設備は，森林火災発生時に消防車による事前散水による延
焼防止を図るとともに代替設備により機能を損なわない設計とする。消防
車による事前散水を含む火災防護計画を，保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

－ － －

〇
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

－ － －

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
落雷に対して全交流動力電源喪失を要因とせずに
発生する重大事故等に対処する常設重大事故等対
処設備は，「Ⅵ－１－１－１－５　落雷への配慮
に関する説明書」にて設定する雷撃電流に対し
て，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。具体的には，直撃雷及び間接雷を
考慮した設計を行う。

〇
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

－ － －

〇
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

－ － －

〇
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

－ － －

〇 基本方針(常設重大事故等対処設備) 基本方針(常設重大事故等対処設備) － － －

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
生物学的事象に対して常設重大事故等対処設備
は，「Ⅵ－１－１－１－１　自然現象等への配慮
に関する説明書」にて選定する対象生物に対し
て，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。具体的には，これら生物の侵入を
防止又は抑制することにより，重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。

〇
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

－ － －

〇 基本方針(常設重大事故等対処設備) 基本方針(常設重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(常設重大事故等対処設備) 基本方針(常設重大事故等対処設備) － － －

  　 　 　

　

　

　

対処設備は，風(台風)，竜巻，積雪，火山の影
響，凍結，高温及び降水により機能が損なわれる
場合，代替設備により必要な機能を確保するこ
と，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこ
と，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組
み合わせることにより，機能を損なわない設計と
する。代替設備により必要な機能を確保するこ
と，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこ
と，関連する工程を停止すること等については，
保安規定に定めて，管理する。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
・直撃雷に対して，当該設備は当該設備自体が構
内接地網と連接した避雷設備を有する設計とする
又は構内接地網と連接した避雷設備を有する建屋
等に設置する。
・間接雷に対して，当該設備は雷サージによる影
響を軽減できる設計とする。
・ただし，内的事象を要因として発生する重大事
故等に対処するための設備のうち常設重大事故等
対処設備は，落雷により機能が損なわれる場合，
代替設備により必要な機能を確保すること，安全
上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連
する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせ
ることにより，機能を損なわない設計とする。代
替設備により必要な機能を確保すること，安全上
支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連す
る工程を停止すること等については，保安規定に
定めて，管理する。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
a.常設重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-4-2-1　重大事故等対処設備の設計方針

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
・森林火災に対して常設重大事故等対処設備は，
「Ⅵ－１－１－１－３　外部火災への配慮に関す
る説明書」にて設定する輻射強度を考慮し，防火
帯の内側に設置することにより，重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。
・また，森林火災からの輻射強度の影響を考慮し
た場合においても，離隔距離の確保等により，常
設重大事故等対処設備の重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。
・具体的には，常設重大事故等対処設備を収納す
る建屋等及び屋外の常設重大事故等対処設備は，
森林火災からの輻射強度の影響に対し，建屋等又
は屋外の常設重大事故等対処設備の表面温度が許
容温度となる危険距離を算出し，その危険距離を
上回る離隔距離を確保する。また，常設重大事故
等対処設備を収納する建屋等及び屋外の常設重大
事故等対処設備は，近隣工場等の火災，爆発に対
し，危険距離を算出し，その危険距離を上回る離
隔距離が確保されていることを確認する。
・森林火災からの輻射強度の影響を考慮する重大
事故等対処設備を収納する建屋等及び屋外の常設
重大事故等対処設備の選定，要求機能及び性能目
標については，「Ⅵ－１－１－４－２－１　重大
事故等対処設備の設計方針」に示し，常設重大事
故等対処設備を収納する建屋等及び屋外の常設重
大事故等対処設備に対する輻射強度の算出，危険
距離の算出等の評価方針については，「Ⅵ－１－
１－１－３－３　外部火災への配慮が必要な施設
の設計方針及び評価方針」に基づくものとし，離
隔距離の確保に関する評価条件及び評価結果を
「Ⅵ－１－１－１－３－４　外部火災防護におけ
る評価結果」に示す。
・ただし，内的事象を要因として発生する重大事
故等に対処するための設備のうち常設重大事故等
対処設備は，森林火災発生時に消防車による事前
散水による延焼防止を図るとともに代替設備によ
り機能を損なわない設計とする。消防車による事
前散水を含む火災防護計画を，保安規定に定め
て，管理する。

　

  
　

〇 － －
基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

基本方針
基本方針(常設重大事故等対処設備)

－

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
・塩害に対して常設重大事故等対処設備は，「Ⅵ
－１－１－１－１　自然現象等への配慮に関する
説明書」にて考慮する影響に対して，重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
具体的には，屋内の常設重大事故等対処設備は，
換気設備の建屋給気ユニットへの粒子フィルタの
設置，直接外気を取り込む施設の防食処理によ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。
・また，屋外の常設重大事故等対処設備は，屋外
施設の塗装等による腐食防止対策又は受電開閉設
備の絶縁性の維持対策により，重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする

698



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

－ － － － －

－ － － － －

105

電磁的障害に対して常設重大事故等対処設備は，重大事故等時においても
電磁波により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
電磁的障害に対して常設重大事故等対処設備は，
重大事故等時においても電磁波により重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
具体的には，電磁的障害に対して重大事故等への
対処に必要な機能を維持するために必要な計測制
御系は日本産業規格に基づきノイズ対策を行うと
ともに，電気的及び物理的な独立性を持たせるこ
とにより，重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

107

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処
設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設
重大事故等対処設備は，内部発生飛散物を考慮して，代替設備により必要
な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，
関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機能
を損なわない設計とする。代替設備により必要な機能を確保すること，安
全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停止するこ
と等については，保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
ただし，内的事象を要因として発生する重大事故
等に対処するための設備のうち常設重大事故等対
処設備は，内部発生飛散物を考慮して，代替設備
により必要な機能を確保すること，安全上支障の
ない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程
の停止等又はこれらを適切に組み合わせることに
より，機能を損なわない設計とする。代替設備に
より必要な機能を確保すること，安全上支障のな
い期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を
停止すること等については，保安規定に定めて，
管理する。

－ － － － －

108

事業指定(変更許可)を受けた設計基準より厳しい条件の要因となる事象の
外的事象のうち火山の影響(降下火砕物による積載荷重，フィルタの目詰
まり等)及び積雪に対して常設重大事故等対処設備は，火山の影響(降下火
砕物による積載荷重，フィルタの目詰まり等)に対してはフィルタ交換，
清掃及び除灰，積雪に対しては除雪を踏まえて影響がないよう重大事故等
への対処に必要な機能を維持する設計とする。積雪に対する除雪，火山の
影響(降下火砕物による積載荷重，フィルタの目詰まり等)に対するフィル
タ交換，清掃及び除灰については，保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
事業指定(変更許可)を受けた設計基準より厳しい
条件の要因となる事象の外的事象のうち火山の影
響(フィルタの目詰まり等)に対して常設重大事故
等対処設備は，フィルタ交換及び清掃を踏まえて
影響がないよう重大事故等への対処に必要な機能
を維持する設計とする。
火山の影響(フィルタの目詰まり等)に対するフィ
ルタ交換及び清掃については，保安規定に定め
て，管理する。

－ － － － －

109

事業指定(変更許可)を受けた設計基準より厳しい条件の要因となる事象の
内的事象のうち配管の全周破断に対して常設重大事故等対処設備は，漏え
いを想定するセル及びグローブボックス内で漏えいした放射性物質を含む
腐食性の液体(溶液，有機溶媒等)により重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
事業指定(変更許可)を受けた設計基準より厳しい
条件の要因となる事象の内的事象のうち配管の全
周破断に対して常設重大事故等対処設備は，漏え
いを想定するセル及びグローブボックス内で漏え
いした放射性物質を含む腐食性の液体(溶液，有
機溶媒等)により重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。
具体的には，耐食性を有する材料とすること，腐
食性液体の影響が及ばない位置へ設置することに
より，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

－ － － － －

110

常設重大事故等対処設備は，同時に発生する可能性のあるMOX燃料加工施
設における重大事故等による建屋外の環境条件の影響を受けない設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
常設重大事故等対処設備は，同時に発生する可能
性のあるMOX燃料加工施設における重大事故等に
よる建屋外の環境条件の影響を受けない設計とす
る。

－ － － － －

111

重大事故等対処設備において，主たる流路の機能を維持できるよう，主た
る流路に影響を与える範囲について，主たる流路と同一又は同等の規格で
設計する。

冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
重大事故等対処設備において，主たる流路の機能
を維持できるよう，主たる流路に影響を与える範
囲について，主たる流路と同一又は同等の規格で
設計する。

－ － － － －

104

敷地内における化学物質の漏えいに対して屋外の常設重大事故等対処設備
は，機能を損なわない高さへの設置，被液防護を行うことにより，重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
周辺機器等からの影響について常設重大事故等対
処設備は，内部発生飛散物に対して当該設備周辺
機器の回転機器の回転羽の損壊による飛散物の影
響を考慮し，影響を受けない位置へ設置すること
により重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

また，重量物の落下による飛散物の影響を考慮
し，影響を受けない位置へ設置することにより重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。
具体的には，常設重大事故等対処設備と同室に設
置する回転機器は，回転機器の異常により回転速
度が上昇することによる回転羽根の損壊を考慮し
て，「１．５．４ 内部発生飛散物の発生防止対
策」の「１．５．４．２ 回転機器の損壊による
飛散物」に基づく設計とする。
また，常設重大事故等対処設備と同室にあるク
レーンその他の搬送機器は，運転時において重量
物をつり上げて搬送するクレーンその他の搬送機
器からのつり荷の落下及び逸走によるクレーンそ
の他の搬送機器の落下を考慮して，「１．５．４
内部発生飛散物の発生防止対策」の「１．５．
４．１ 重量物の落下による飛散物」に基づく設
計とする。

106

周辺機器等からの影響について常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散
物に対して当該設備周辺機器の回転機器の回転羽の損壊による飛散物の影
響を考慮し，影響を受けない位置へ設置することにより重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
a.常設重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-4-2-1　重大事故等対処設備の設計方針

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
敷地内における化学物質の漏えいに対して常設重
大事故等対処設備は，再処理事業所内で運搬する
硝酸及び液体二酸化窒素の屋外での運搬又は受入
れ時の漏えいに対して，重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。
具体的には，屋内の常設重大事故等対処設備は，
外部からの損傷を防止できる建屋等内に設置する
ことにより，重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。また，屋外の常設重大事
故等対処設備は，機能を損なわない高さへの設
置，被液防護を行うことにより，重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
a.常設重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
a.常設重大事故等対処設備

699



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

主な設備 展開事項
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基本設計方針 要求種別

105

電磁的障害に対して常設重大事故等対処設備は，重大事故等時においても
電磁波により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

107

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処
設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設
重大事故等対処設備は，内部発生飛散物を考慮して，代替設備により必要
な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，
関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機能
を損なわない設計とする。代替設備により必要な機能を確保すること，安
全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停止するこ
と等については，保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

108

事業指定(変更許可)を受けた設計基準より厳しい条件の要因となる事象の
外的事象のうち火山の影響(降下火砕物による積載荷重，フィルタの目詰
まり等)及び積雪に対して常設重大事故等対処設備は，火山の影響(降下火
砕物による積載荷重，フィルタの目詰まり等)に対してはフィルタ交換，
清掃及び除灰，積雪に対しては除雪を踏まえて影響がないよう重大事故等
への対処に必要な機能を維持する設計とする。積雪に対する除雪，火山の
影響(降下火砕物による積載荷重，フィルタの目詰まり等)に対するフィル
タ交換，清掃及び除灰については，保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

109

事業指定(変更許可)を受けた設計基準より厳しい条件の要因となる事象の
内的事象のうち配管の全周破断に対して常設重大事故等対処設備は，漏え
いを想定するセル及びグローブボックス内で漏えいした放射性物質を含む
腐食性の液体(溶液，有機溶媒等)により重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

110

常設重大事故等対処設備は，同時に発生する可能性のあるMOX燃料加工施
設における重大事故等による建屋外の環境条件の影響を受けない設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

111

重大事故等対処設備において，主たる流路の機能を維持できるよう，主た
る流路に影響を与える範囲について，主たる流路と同一又は同等の規格で
設計する。

冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

104

敷地内における化学物質の漏えいに対して屋外の常設重大事故等対処設備
は，機能を損なわない高さへの設置，被液防護を行うことにより，重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)

106

周辺機器等からの影響について常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散
物に対して当該設備周辺機器の回転機器の回転羽の損壊による飛散物の影
響を考慮し，影響を受けない位置へ設置することにより重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(常設重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 － －

〇 － －

〇 基本方針(常設重大事故等対処設備) 基本方針(常設重大事故等対処設備) － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
電磁的障害に対して常設重大事故等対処設備は，
重大事故等時においても電磁波により重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
具体的には，電磁的障害に対して重大事故等への
対処に必要な機能を維持するために必要な計測制
御系は日本産業規格に基づきノイズ対策を行うと
ともに，電気的及び物理的な独立性を持たせるこ
とにより，重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。

〇 基本方針(常設重大事故等対処設備) 基本方針(常設重大事故等対処設備) － － －

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
ただし，内的事象を要因として発生する重大事故
等に対処するための設備のうち常設重大事故等対
処設備は，内部発生飛散物を考慮して，代替設備
により必要な機能を確保すること，安全上支障の
ない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程
の停止等又はこれらを適切に組み合わせることに
より，機能を損なわない設計とする。代替設備に
より必要な機能を確保すること，安全上支障のな
い期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を
停止すること等については，保安規定に定めて，
管理する。

〇 基本方針(常設重大事故等対処設備) 基本方針(常設重大事故等対処設備) － － －

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
事業指定(変更許可)を受けた設計基準より厳しい
条件の要因となる事象の外的事象のうち火山の影
響(フィルタの目詰まり等)に対して常設重大事故
等対処設備は，フィルタ交換及び清掃を踏まえて
影響がないよう重大事故等への対処に必要な機能
を維持する設計とする。
火山の影響(フィルタの目詰まり等)に対するフィ
ルタ交換及び清掃については，保安規定に定め
て，管理する。

〇 基本方針(常設重大事故等対処設備) 基本方針(常設重大事故等対処設備) － － －

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
事業指定(変更許可)を受けた設計基準より厳しい
条件の要因となる事象の内的事象のうち配管の全
周破断に対して常設重大事故等対処設備は，漏え
いを想定するセル及びグローブボックス内で漏え
いした放射性物質を含む腐食性の液体(溶液，有
機溶媒等)により重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。
具体的には，耐食性を有する材料とすること，腐
食性液体の影響が及ばない位置へ設置することに
より，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

〇 基本方針(常設重大事故等対処設備) 基本方針(常設重大事故等対処設備) － － －

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
常設重大事故等対処設備は，同時に発生する可能
性のあるMOX燃料加工施設における重大事故等に
よる建屋外の環境条件の影響を受けない設計とす
る。

〇 基本方針(常設重大事故等対処設備) 基本方針(常設重大事故等対処設備) － － －

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
重大事故等対処設備において，主たる流路の機能
を維持できるよう，主たる流路に影響を与える範
囲について，主たる流路と同一又は同等の規格で
設計する。

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
周辺機器等からの影響について常設重大事故等対
処設備は，内部発生飛散物に対して当該設備周辺
機器の回転機器の回転羽の損壊による飛散物の影
響を考慮し，影響を受けない位置へ設置すること
により重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

また，重量物の落下による飛散物の影響を考慮
し，影響を受けない位置へ設置することにより重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。
具体的には，常設重大事故等対処設備と同室に設
置する回転機器は，回転機器の異常により回転速
度が上昇することによる回転羽根の損壊を考慮し
て，「１．５．４ 内部発生飛散物の発生防止対
策」の「１．５．４．２ 回転機器の損壊による
飛散物」に基づく設計とする。
また，常設重大事故等対処設備と同室にあるク
レーンその他の搬送機器は，運転時において重量
物をつり上げて搬送するクレーンその他の搬送機
器からのつり荷の落下及び逸走によるクレーンそ
の他の搬送機器の落下を考慮して，「１．５．４
内部発生飛散物の発生防止対策」の「１．５．
４．１ 重量物の落下による飛散物」に基づく設
計とする。

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　a.常設重大
事故等対処設備】
敷地内における化学物質の漏えいに対して常設重
大事故等対処設備は，再処理事業所内で運搬する
硝酸及び液体二酸化窒素の屋外での運搬又は受入
れ時の漏えいに対して，重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。
具体的には，屋内の常設重大事故等対処設備は，
外部からの損傷を防止できる建屋等内に設置する
ことにより，重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。また，屋外の常設重大事
故等対処設備は，機能を損なわない高さへの設
置，被液防護を行うことにより，重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。

基本方針(常設重大事故等対処設備) 基本方針(常設重大事故等対処設備) －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
a.常設重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-4-2-1　重大事故等対処設備の設計方針

〇 － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
a.常設重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
a.常設重大事故等対処設備

基本方針(常設重大事故等対処設備) 基本方針(常設重大事故等対処設備) －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
a.常設重大事故等対処設備

700



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

112

b.可搬型重大事故等対処設備
可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合にお
ける温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮
できるよう，その設置場所(使用場所)及び保管場所に応じた耐環境性を有
する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

－ － － － －

113

使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止の対処に係る可搬型重大事故等対
処設備は，重大事故等時における使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温
度，環境湿度，環境圧力及び放射線を考慮した設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

－ － － － －

114

同一建屋内において同時に発生を想定する冷却機能の喪失による蒸発乾固
及び放射線分解により発生する水素による爆発に対して，これらの重大事
故等に対処するための可搬型重大事故等対処設備は，系統的な影響を受け
る範囲において互いの重大事故等による温度，圧力，湿度，放射線及び荷
重に対して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

－ － － － －

115

重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対して常時汽水を通水する
又は尾駮沼で使用する可搬型重大事故等対処設備は，耐腐食性材料を使用
する設計とする。また，尾駮沼から直接取水する際の異物の流入防止を考
慮した設計とする。

冒頭宣言
基本方針(可搬型重大事故等対処設備のうち水供
給設備)

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　b.可搬型重
大事故等対処設備】
重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対
して常時汽水を通水する又は尾駮沼で使用する可
搬型重大事故等対処設備は，耐腐食性材料を使用
する設計とする。また，尾駮沼から直接取水する
際の異物の流入防止を考慮した設計とする。

－ － － － －

116

地震に対して可搬型重大事故等対処設備は，「3.1　地震による損傷の防
止」に記載する地震力による荷重を考慮して，当該設備の落下防止，転倒
防止，固縛の措置を講ずる設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-4-2-1　重大事故等対処設備の設計方針

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　b.可搬型重
大事故等対処設備】
地震に対して可搬型重大事故等対処設備は，「Ⅳ
再処理施設の耐震性に関する説明書」に記載する
地震力による荷重を考慮して，当該設備の落下防
止，転倒防止，固縛の措置を講ずる設計とする。
また，可搬型重大事故等対処設備を保管する建屋
等は，地震に対して，機能を損なわない設計とす
る。なお，可搬型重大事故等対処設備の落下防
止，転倒防止，固縛の措置に関する詳細について
は，「Ⅵ－１－１－４－２－１　重大事故等対処
設備の設計方針」に示し，可搬型重大事故等対処
設備を保管する建屋等の耐震設計については，
「Ⅵ－１－１－４－２－２　可搬型重大事故等対
処設備の保管場所等の設計方針」に示す。

－ － － － －

117

事業指定(変更許可)を受けた設計基準より厳しい条件の要因となる外的事
象のうち地震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するために重
大事故等時に機能を期待する可搬型重大事故等対処設備は，「9.2.6　地
震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とす
る。 冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

－ － － － －

118

さらに，当該設備周辺の機器等からの波及的影響によって重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。また，当該設備周辺の資機材
の落下，転倒による損傷を考慮して，当該設備周辺の資機材の落下防止，
転倒防止，固縛の措置を行う設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　b.可搬型重
大事故等対処設備】
・可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大
事故等が発生した場合における温度，圧力，湿
度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に
発揮できるよう，その設置場所(使用場所)及び保
管場所に応じた耐環境性を有する設計とする。
・使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止の対処
に係る可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等
時における使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境
温度，環境湿度，環境圧力及び放射線を考慮した
設計とする。
・同一建屋内において同時に発生を想定する冷却
機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により
発生する水素による爆発に対して，これらの重大
事故等に対処するための可搬型重大事故等対処設
備は，系統的な影響を受ける範囲において互いの
重大事故等による温度，圧力，湿度，放射線及び
荷重に対して，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。
・想定される重大事故等が発生した場合における
温度，圧力，湿度，放射線及び荷重への具体的な
設計方針は「(2)重大事故等時における条件の影
響」に示す。

119

溢水，化学薬品漏えい及び火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，溢
水及び化学薬品漏えいに対しては想定する溢水量及び化学薬品漏えいに対
して機能を損なわない高さへの設置又は保管，被水防護及び被液防護を行
うことにより，火災に対しては「9.2.7 　可搬型重大事故等対処設備の内
部火災に対する防護方針」に基づく火災防護を行うことにより，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
（評価要求）

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　b.可搬型重
大事故等対処設備】
　溢水，化学薬品漏えい及び火災に対して可搬型
重大事故等対処設備は，溢水及び化学薬品漏えい
に対しては想定する溢水量及び化学薬品漏えいに
対して機能を損なわない高さへの設置又は保管，
被水防護及び被液防護を行うことにより，火災に
対しては「7. 　可搬型重大事故等対処設備の内
部火災に対する防護方針」に基づく火災防護を行
うことにより，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。
　具体的には，可搬型重大事故等対処設備のう
ち，溢水によって必要な機能が損なわれない静的
な機器を除く設備が没水，被水等の影響を受けて
機能を損なわない設計とする。また，化学薬品の
漏えいによって必要な機能が損なわれない機器を
除く設備が没液，被液の影響を受けて機能を損な
わない設計とする。没水，被水，没液，被液等の
影響を考慮する可搬型重大事故等対処設備の選定
については，「Ⅵ－１－１－４－２－１ 重大事
故等対処設備の設計方針」に示し，想定する溢水
量及び化学薬品の漏えいによる影響に対する評価
方針及び評価結果については，「Ⅵ－１－１－６
再処理施設の溢水による損傷の防止に関する説明
書」及び「Ⅵ－１－１－７　再処理施設の化学薬
品の漏えいによる損傷の防止に関する説明書」に
示す。

基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　b.可搬型重
大事故等対処設備】
・事業指定(変更許可)を受けた設計基準より厳し
い条件の要因となる外的事象のうち地震に対し
て，地震を要因とする重大事故等に対処するため
に重大事故等時に機能を期待する可搬型重大事故
等対処設備は，「6.　地震を要因とする重大事故
等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とす
る。
・さらに，当該設備周辺の機器等からの波及的影
響によって重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。また，当該設備周辺の資機
材の落下，転倒による損傷を考慮して，当該設備
周辺の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の措置
を行う設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-4-2-1　重大事故等対処設備の設計方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

112

b.可搬型重大事故等対処設備
可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合にお
ける温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮
できるよう，その設置場所(使用場所)及び保管場所に応じた耐環境性を有
する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

113

使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止の対処に係る可搬型重大事故等対
処設備は，重大事故等時における使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温
度，環境湿度，環境圧力及び放射線を考慮した設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

114

同一建屋内において同時に発生を想定する冷却機能の喪失による蒸発乾固
及び放射線分解により発生する水素による爆発に対して，これらの重大事
故等に対処するための可搬型重大事故等対処設備は，系統的な影響を受け
る範囲において互いの重大事故等による温度，圧力，湿度，放射線及び荷
重に対して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

115

重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対して常時汽水を通水する
又は尾駮沼で使用する可搬型重大事故等対処設備は，耐腐食性材料を使用
する設計とする。また，尾駮沼から直接取水する際の異物の流入防止を考
慮した設計とする。

冒頭宣言
基本方針(可搬型重大事故等対処設備のうち水供
給設備)

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

116

地震に対して可搬型重大事故等対処設備は，「3.1　地震による損傷の防
止」に記載する地震力による荷重を考慮して，当該設備の落下防止，転倒
防止，固縛の措置を講ずる設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

117

事業指定(変更許可)を受けた設計基準より厳しい条件の要因となる外的事
象のうち地震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するために重
大事故等時に機能を期待する可搬型重大事故等対処設備は，「9.2.6　地
震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とす
る。 冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

118

さらに，当該設備周辺の機器等からの波及的影響によって重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。また，当該設備周辺の資機材
の落下，転倒による損傷を考慮して，当該設備周辺の資機材の落下防止，
転倒防止，固縛の措置を行う設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

119

溢水，化学薬品漏えい及び火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，溢
水及び化学薬品漏えいに対しては想定する溢水量及び化学薬品漏えいに対
して機能を損なわない高さへの設置又は保管，被水防護及び被液防護を行
うことにより，火災に対しては「9.2.7 　可搬型重大事故等対処設備の内
部火災に対する防護方針」に基づく火災防護を行うことにより，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
（評価要求）

基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇
基本方針(可搬型重大事故等対処設備のうち水供
給設備)

基本方針(可搬型重大事故等対処設備のうち水供
給設備)

－ － －

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　b.可搬型重
大事故等対処設備】
重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対
して常時汽水を通水する又は尾駮沼で使用する可
搬型重大事故等対処設備は，耐腐食性材料を使用
する設計とする。また，尾駮沼から直接取水する
際の異物の流入防止を考慮した設計とする。

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-4-2-1　重大事故等対処設備の設計方針

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　b.可搬型重
大事故等対処設備】
地震に対して可搬型重大事故等対処設備は，「Ⅳ
再処理施設の耐震性に関する説明書」に記載する
地震力による荷重を考慮して，当該設備の落下防
止，転倒防止，固縛の措置を講ずる設計とする。
また，可搬型重大事故等対処設備を保管する建屋
等は，地震に対して，機能を損なわない設計とす
る。なお，可搬型重大事故等対処設備の落下防
止，転倒防止，固縛の措置に関する詳細について
は，「Ⅵ－１－１－４－２－１　重大事故等対処
設備の設計方針」に示し，可搬型重大事故等対処
設備を保管する建屋等の耐震設計については，
「Ⅵ－１－１－４－２－２　可搬型重大事故等対
処設備の保管場所等の設計方針」に示す。

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

－

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　b.可搬型重
大事故等対処設備】
　溢水，化学薬品漏えい及び火災に対して可搬型
重大事故等対処設備は，溢水及び化学薬品漏えい
に対しては想定する溢水量及び化学薬品漏えいに
対して機能を損なわない高さへの設置又は保管，
被水防護及び被液防護を行うことにより，火災に
対しては「7. 　可搬型重大事故等対処設備の内
部火災に対する防護方針」に基づく火災防護を行
うことにより，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。
　具体的には，可搬型重大事故等対処設備のう
ち，溢水によって必要な機能が損なわれない静的
な機器を除く設備が没水，被水等の影響を受けて
機能を損なわない設計とする。また，化学薬品の
漏えいによって必要な機能が損なわれない機器を
除く設備が没液，被液の影響を受けて機能を損な
わない設計とする。没水，被水，没液，被液等の
影響を考慮する可搬型重大事故等対処設備の選定
については，「Ⅵ－１－１－４－２－１ 重大事
故等対処設備の設計方針」に示し，想定する溢水
量及び化学薬品の漏えいによる影響に対する評価
方針及び評価結果については，「Ⅵ－１－１－６
再処理施設の溢水による損傷の防止に関する説明
書」及び「Ⅵ－１－１－７　再処理施設の化学薬
品の漏えいによる損傷の防止に関する説明書」に
示す。

基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － －〇

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　b.可搬型重
大事故等対処設備】
・可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大
事故等が発生した場合における温度，圧力，湿
度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に
発揮できるよう，その設置場所(使用場所)及び保
管場所に応じた耐環境性を有する設計とする。
・使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止の対処
に係る可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等
時における使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境
温度，環境湿度，環境圧力及び放射線を考慮した
設計とする。
・同一建屋内において同時に発生を想定する冷却
機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により
発生する水素による爆発に対して，これらの重大
事故等に対処するための可搬型重大事故等対処設
備は，系統的な影響を受ける範囲において互いの
重大事故等による温度，圧力，湿度，放射線及び
荷重に対して，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。
・想定される重大事故等が発生した場合における
温度，圧力，湿度，放射線及び荷重への具体的な
設計方針は「(2)重大事故等時における条件の影
響」に示す。

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　b.可搬型重
大事故等対処設備】
・事業指定(変更許可)を受けた設計基準より厳し
い条件の要因となる外的事象のうち地震に対し
て，地震を要因とする重大事故等に対処するため
に重大事故等時に機能を期待する可搬型重大事故
等対処設備は，「6.　地震を要因とする重大事故
等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とす
る。
・さらに，当該設備周辺の機器等からの波及的影
響によって重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。また，当該設備周辺の資機
材の落下，転倒による損傷を考慮して，当該設備
周辺の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の措置
を行う設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-4-2-1　重大事故等対処設備の設計方針

702



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

－ － － － －

－ － － － －

121

風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪及び火山の影響に対して屋内の
可搬型重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる建
屋等内に保管し，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-4-2-1　重大事故等対処設備の設計方針
－ － － － －

122

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風(台風)及び竜巻に対して風(台風)
及び竜巻による風荷重を考慮し，必要により当該設備又は当該設備を収納
するものに対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とする。
ただし，固縛する屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち，地震時の移動
を考慮して，地震後の機能を維持する設備は，余長を有する固縛で拘束す
ることにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-4-2-1　重大事故等対処設備の設計方針

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

125

落雷に対して全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対
処する可搬型重大事故等対処設備は，直撃雷を考慮した設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

－ － － － －

126

直撃雷に対して，構内接地網と連接した避雷設備で防護される範囲内に保
管する又は構内接地網と連接した避雷設備を有する建屋等に保管すること
により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

－ － － － －

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　b.可搬型重
大事故等対処設備】
・津波に対して可搬型重大事故等対処設備は，
「Ⅵ－１－１－１－７　津波への配慮に関する説
明書」に示す津波による影響を受けない位置に保
管する設計とする。
・また，可搬型重大事故等対処設備の据付けは，
津波による影響を受けるおそれのない場所を選定
することとし，使用時に津波の影響を受けるおそ
れのある場所に据付ける場合は，津波に対して重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。
・具体的には，第２貯水槽から第１貯水槽へ水を
補給する場合並びに前処理建屋，分離建屋，精製
建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レ
ベル廃液ガラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋に放水する場合は，津波による影響を受
けない場所に可搬型重大事故等対処設備を据付け
ることとし，尾駮沼取水場所A，尾駮沼取水場所B
又は二又川取水場所A(以下「敷地外水源」とい
う。)における可搬型重大事故等対処設備の据付
けは，津波警報の解除後に対応を開始すること，
津波警報の発令確認時に対応中の場合は一時的に
退避することにより，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。
・風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪及び
火山の影響に対して屋内の可搬型重大事故等対処
設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる
前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化
建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，
主排気筒管理建屋，第１保管庫・貯水所，第２保
管庫・貯水所，緊急時対策建屋及び洞道に保管
し，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。

基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

(3)　自然現象により発生する荷重の影響
b.可搬型重大事故等対処設備

120

津波に対して可搬型重大事故等対処設備は，「3.2　津波による損傷の防
止」に示す津波による影響を受けない位置に保管する設計とする。また，
可搬型重大事故等対処設備の据付けは，津波による影響を受けるおそれの
ない場所を選定することとし，使用時に津波の影響を受けるおそれのある
場所に据付ける場合は，津波に対して重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。

冒頭宣言

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　b.可搬型重
大事故等対処設備】
・屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風(台
風)，竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風(台
風)及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火
砕物による積載荷重により重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。
・風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響による荷
重への具体的な設計方針は「(3)自然現象により
発生する荷重の影響」に示す。
・火山の影響に対して屋外の可搬型重大事故等対
処設備は，フィルタの目詰まり等を考慮し，損傷
防止措置としてフィルタ交換及び清掃を実施する
ことにより，重大事故等に対処するための機能を
損なわないよう維持する設計とする。
フィルタ交換及び清掃を実施することについて
は，保安規定に定めて，管理する。
・凍結に対して可搬型重大事故等対処設備は，
「Ⅵ－１－１－１－１　自然現象等への配慮に関
する説明書」にて設定する凍結において考慮する
外気温に対して，重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。具体的には，屋内の
可搬型重大事故等対処設備は，外部からの損傷を
防止できる建屋等内に保管することにより重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。また，屋外の可搬型重大事故等対処設備は，
凍結防止対策により重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。
・高温に対して可搬型重大事故等対処設備は，
「Ⅵ－１－１－１－１　自然現象等への配慮に関
する説明書」にて設定する高温において考慮する
外気温に対して，重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。具体的には，屋内の
可搬型重大事故等対処設備は，外部からの損傷を
防止できる建屋等内に保管することにより重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。また，屋外の可搬型重大事故等対処設備は，
高温防止対策により重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。
・降水に対して可搬型重大事故等対処設備は，
「Ⅵ－１－１－１－１　自然現象等への配慮に関
する説明書」にて設定する設計基準降水量に対し
て，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。具体的には，屋内の可搬型重大事
故等対処設備は，外部からの損傷を防止できる建
屋等内に保管することにより重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。また，屋
外の可搬型重大事故等対処設備は，防水対策によ
り重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。
・落雷に対して全交流動力電源喪失を要因とせず
に発生する重大事故等に対処する可搬型重大事故
等対処設備は，「Ⅵ-1-1-1-5　落雷への配慮に関
する説明書」にて設定する雷撃電流に対して，重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。
・具体的には，直撃雷に対して，当該設備は当該
設備自体が構内接地網と連接した避雷設備を有す
る設計とする又は構内接地網と連接した避雷設備
を有する建屋等に保管することにより，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

【4.  環境条件等　(3)　自然現象により発生す
る荷重の影響　b.可搬型重大事故等対処設備】
・積雪荷重に対して屋外の可搬型重大事故等対処
設備は，除雪により重大事故等ヘの対処に必要な
機能を損なわない設計とする。除雪については保
安規定に定めて，管理する。
・降下火災物による荷重に対して屋外の可搬型重
大事故等対処設備は，除灰及び屋内への配備によ
り重大事故等ヘの対処に必要な機能を損なわない
設計とする。除灰及び屋内への配備については保
安規定に定めて，管理する。

123

積雪及び火山の影響に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，積雪荷
重，降下火砕物による積載荷重，フィルタの目詰まり等を考慮し，損傷防
止措置として除雪，フィルタ交換，清掃，除灰及び屋内への配備を実施す
ることにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわないよう維持す
る設計とする。除雪，フィルタ交換，清掃，除灰及び屋内への配備を実施
することについては，保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言

基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

124

凍結，高温及び降水に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，凍結防
止対策，高温防止対策及び防水対策により，重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

121

風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪及び火山の影響に対して屋内の
可搬型重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる建
屋等内に保管し，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

122

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風(台風)及び竜巻に対して風(台風)
及び竜巻による風荷重を考慮し，必要により当該設備又は当該設備を収納
するものに対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とする。
ただし，固縛する屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち，地震時の移動
を考慮して，地震後の機能を維持する設備は，余長を有する固縛で拘束す
ることにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

125

落雷に対して全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対
処する可搬型重大事故等対処設備は，直撃雷を考慮した設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

126

直撃雷に対して，構内接地網と連接した避雷設備で防護される範囲内に保
管する又は構内接地網と連接した避雷設備を有する建屋等に保管すること
により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

120

津波に対して可搬型重大事故等対処設備は，「3.2　津波による損傷の防
止」に示す津波による影響を受けない位置に保管する設計とする。また，
可搬型重大事故等対処設備の据付けは，津波による影響を受けるおそれの
ない場所を選定することとし，使用時に津波の影響を受けるおそれのある
場所に据付ける場合は，津波に対して重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。

冒頭宣言

123

積雪及び火山の影響に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，積雪荷
重，降下火砕物による積載荷重，フィルタの目詰まり等を考慮し，損傷防
止措置として除雪，フィルタ交換，清掃，除灰及び屋内への配備を実施す
ることにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわないよう維持す
る設計とする。除雪，フィルタ交換，清掃，除灰及び屋内への配備を実施
することについては，保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言

基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

124

凍結，高温及び降水に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，凍結防
止対策，高温防止対策及び防水対策により，重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-4-2-1　重大事故等対処設備の設計方針

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-4-2-1　重大事故等対処設備の設計方針

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 － －

〇

〇

－ －

－ －

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　b.可搬型重
大事故等対処設備】
・津波に対して可搬型重大事故等対処設備は，
「Ⅵ－１－１－１－７　津波への配慮に関する説
明書」に示す津波による影響を受けない位置に保
管する設計とする。
・また，可搬型重大事故等対処設備の据付けは，
津波による影響を受けるおそれのない場所を選定
することとし，使用時に津波の影響を受けるおそ
れのある場所に据付ける場合は，津波に対して重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。
・具体的には，第２貯水槽から第１貯水槽へ水を
補給する場合並びに前処理建屋，分離建屋，精製
建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レ
ベル廃液ガラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋に放水する場合は，津波による影響を受
けない場所に可搬型重大事故等対処設備を据付け
ることとし，尾駮沼取水場所A，尾駮沼取水場所B
又は二又川取水場所A(以下「敷地外水源」とい
う。)における可搬型重大事故等対処設備の据付
けは，津波警報の解除後に対応を開始すること，
津波警報の発令確認時に対応中の場合は一時的に
退避することにより，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。
・風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪及び
火山の影響に対して屋内の可搬型重大事故等対処
設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる
前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化
建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，
主排気筒管理建屋，第１保管庫・貯水所，第２保
管庫・貯水所，緊急時対策建屋及び洞道に保管
し，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　b.可搬型重
大事故等対処設備】
・屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風(台
風)，竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風(台
風)及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火
砕物による積載荷重により重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。
・風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響による荷
重への具体的な設計方針は「(3)自然現象により
発生する荷重の影響」に示す。
・火山の影響に対して屋外の可搬型重大事故等対
処設備は，フィルタの目詰まり等を考慮し，損傷
防止措置としてフィルタ交換及び清掃を実施する
ことにより，重大事故等に対処するための機能を
損なわないよう維持する設計とする。
フィルタ交換及び清掃を実施することについて
は，保安規定に定めて，管理する。
・凍結に対して可搬型重大事故等対処設備は，
「Ⅵ－１－１－１－１　自然現象等への配慮に関
する説明書」にて設定する凍結において考慮する
外気温に対して，重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。具体的には，屋内の
可搬型重大事故等対処設備は，外部からの損傷を
防止できる建屋等内に保管することにより重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。また，屋外の可搬型重大事故等対処設備は，
凍結防止対策により重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。
・高温に対して可搬型重大事故等対処設備は，
「Ⅵ－１－１－１－１　自然現象等への配慮に関
する説明書」にて設定する高温において考慮する
外気温に対して，重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。具体的には，屋内の
可搬型重大事故等対処設備は，外部からの損傷を
防止できる建屋等内に保管することにより重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。また，屋外の可搬型重大事故等対処設備は，
高温防止対策により重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。
・降水に対して可搬型重大事故等対処設備は，
「Ⅵ－１－１－１－１　自然現象等への配慮に関
する説明書」にて設定する設計基準降水量に対し
て，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。具体的には，屋内の可搬型重大事
故等対処設備は，外部からの損傷を防止できる建
屋等内に保管することにより重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。また，屋
外の可搬型重大事故等対処設備は，防水対策によ
り重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。
・落雷に対して全交流動力電源喪失を要因とせず
に発生する重大事故等に対処する可搬型重大事故
等対処設備は，「Ⅵ-1-1-1-5　落雷への配慮に関
する説明書」にて設定する雷撃電流に対して，重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。
・具体的には，直撃雷に対して，当該設備は当該
設備自体が構内接地網と連接した避雷設備を有す
る設計とする又は構内接地網と連接した避雷設備
を有する建屋等に保管することにより，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

【4.  環境条件等　(3)　自然現象により発生す
る荷重の影響　b.可搬型重大事故等対処設備】
・積雪荷重に対して屋外の可搬型重大事故等対処
設備は，除雪により重大事故等ヘの対処に必要な
機能を損なわない設計とする。除雪については保
安規定に定めて，管理する。
・降下火災物による荷重に対して屋外の可搬型重
大事故等対処設備は，除灰及び屋内への配備によ
り重大事故等ヘの対処に必要な機能を損なわない
設計とする。除灰及び屋内への配備については保
安規定に定めて，管理する。

基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

(3)　自然現象により発生する荷重の影響
b.可搬型重大事故等対処設備

基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

127

生物学的事象に対して可搬型重大事故等対処設備は，鳥類，昆虫類，小動
物及び水生植物の付着又は侵入を考慮し，これら生物の侵入を防止又は抑
制することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

－ － － － －

128

森林火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，防火帯の内側に保管する
ことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

－ － － － －

129

また，森林火災からの輻射強度の影響を考慮した場合においても，離隔距
離の確保等により，可搬型重大事故等対処設備の重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

－ － － － －

130

塩害に対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は，換気設備の建屋給気ユ
ニットへの粒子フィルタの設置，直接外気を取り込む施設の防食処理によ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
また，屋外の可搬型重大事故等対処設備は，屋外施設の塗装等による腐食
防止対策又は絶縁性の維持対策により，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

－ － － － －

131

敷地内における化学物質の漏えいに対して屋外の可搬型重大事故等対処設
備は，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない高さへの設置，被液
防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-4-2-1　重大事故等対処設備の設計方針 － － － － －
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電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等時において
も電磁波により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　b.可搬型重
大事故等対処設備】
・生物学的事象に対して可搬型重大事故等対処設
備は，添付書類「Ⅵ－１－１－１－１　自然現象
等への配慮に関する説明書」にて選定する対象生
物の侵入及び水生植物の付着に対して，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。具体的には，これら生物の侵入及び水生植物
の付着を防止又は抑制することにより，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
・森林火災に対して可搬型重大事故等対処設備
は，「Ⅵ－１－１－１－３　外部火災への配慮に
関する説明書」にて設定する輻射強度を考慮し，
防火帯の内側に保管することにより，重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
・また，森林火災からの輻射強度の影響を考慮し
た場合においても，離隔距離の確保等により，可
搬型重大事故等対処設備の重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。
・具体的には，可搬型重大事故等対処設備を収納
する建屋等及び屋外の可搬型重大事故等対処設備
は，森林火災からの輻射強度の影響に対し，建屋
等又は屋外の可搬型重大事故等対処設備の表面温
度が許容温度となる危険距離を算出し，その危険
距離を上回る離隔距離を確保する。また，可搬型
重大事故等対処設備を保管する建屋等及び屋外の
可搬型重大事故等対処設備は，近隣工場等の火災
及び爆発に対し，危険距離を算出し，その危険距
離を上回る離隔距離が確保されていることを確認
する。
・森林火災からの輻射強度の影響を考慮する可搬
型重大事故等対処設備を収納する建屋等及び屋外
の可搬型重大事故等対処設備の選定，要求機能及
び性能目標については，「Ⅵ－１－１－４－２－
１ 重大事故等対処設備の設計方針」に示し，建
屋等及び屋外の可搬型重大事故等対処設備に対す
る輻射強度の算出，危険距離の算出等の評価方針
については，「Ⅵ－１－１－１－３－３　外部火
災への配慮が必要な施設の設計方針及び評価方
針」に基づくものとし，離隔距離の確保に関する
評価条件及び評価結果を「Ⅵ－１－１－１－３－
４　外部火災防護における評価結果」に示す。
・塩害に対して可搬型重大事故等対処設備は，
「Ⅵ－１－１－１－１　自然現象等への配慮に関
する説明書」にて考慮する影響に対して，重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。具体的には，屋内の可搬型重大事故等対処設
備は，換気設備の建屋給気ユニットへのフィルタ
の設置，直接外気を取り込む施設の防食処理によ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。
また，屋外の可搬型重大事故等対処設備は，屋外
施設の塗装等による腐食防止対策又は絶縁性の維
持対策により，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。
・敷地内における化学物質の漏えいに対して可搬
型重大事故等対処設備は，再処理事業所内で運搬
する硝酸及び液体二酸化窒素の屋外での運搬又は
受入れ時の漏えいに対して，重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。具体的に
は，屋内の可搬型重大事故等対処設備は，外部か
らの損傷を防止できる建屋等内に保管することに
より，重大事故等への対処に必要な機能を損なう
おそれがない設計とする。また，屋外の可搬型重
大事故等対処設備は，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない高さへの設置，被液防護を行
うことにより，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。
・電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備
は，重大事故等時においても電磁波により重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
具体的には，電磁的障害に対して重大事故等への
対処に必要な機能を維持するために必要な計測制
御系は日本産業規格に基づきノイズ対策を行うと
ともに，電気的及び物理的な独立性を持たせるこ
とにより，重大事故等時に必要な機能を損なわな
い設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-4-2-1　重大事故等対処設備の設計方針

133

周辺機器等からの影響について可搬型重大事故等対処設備は，内部発生飛
散物に対して当該設備周辺機器の回転機器の回転羽の損壊による飛散物の
影響を考慮し，影響を受けない位置へ保管することにより重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-8　再処理施設の内部発生飛散物による損
傷防止に関する説明書

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　b.可搬型重
大事故等対処設備】
周辺機器等からの影響について可搬型重大事故等
対処設備は，内部発生飛散物に対して当該設備周
辺機器の回転機器の回転羽の損壊による飛散物の
影響を考慮し，影響を受けない位置へ保管するこ
とにより重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

また，重量物の落下による飛散物の影響を考慮
し，影響を受けない位置へ設置することにより重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。
具体的には，可搬型重大事故等対処設備と同室に
設置する回転機器は，回転機器の異常により回転
速度が上昇することによる回転羽根の損壊を考慮
して，「１．５．４ 内部発生飛散物の発生防止
対策」の「１．５．４．２ 回転機器の損壊によ
る飛散物」に基づく設計とする。
また，可搬型重大事故等対処設備と同室にあるク
レーンその他の搬送機器は，運転時において重量
物をつり上げて搬送するクレーンその他の搬送機
器からのつり荷の落下及び逸走によるクレーンそ
の他の搬送機器の落下を考慮して，「１．５．４
内部発生飛散物の発生防止対策」の「１．５．
４．１ 重量物の落下による飛散物」に基づく設
計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

127

生物学的事象に対して可搬型重大事故等対処設備は，鳥類，昆虫類，小動
物及び水生植物の付着又は侵入を考慮し，これら生物の侵入を防止又は抑
制することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

128

森林火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，防火帯の内側に保管する
ことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

129

また，森林火災からの輻射強度の影響を考慮した場合においても，離隔距
離の確保等により，可搬型重大事故等対処設備の重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

130

塩害に対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は，換気設備の建屋給気ユ
ニットへの粒子フィルタの設置，直接外気を取り込む施設の防食処理によ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
また，屋外の可搬型重大事故等対処設備は，屋外施設の塗装等による腐食
防止対策又は絶縁性の維持対策により，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

131

敷地内における化学物質の漏えいに対して屋外の可搬型重大事故等対処設
備は，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない高さへの設置，被液
防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

132

電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等時において
も電磁波により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

133

周辺機器等からの影響について可搬型重大事故等対処設備は，内部発生飛
散物に対して当該設備周辺機器の回転機器の回転羽の損壊による飛散物の
影響を考慮し，影響を受けない位置へ保管することにより重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-4-2-1　重大事故等対処設備の設計方針

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　b.可搬型重
大事故等対処設備】
・生物学的事象に対して可搬型重大事故等対処設
備は，添付書類「Ⅵ－１－１－１－１　自然現象
等への配慮に関する説明書」にて選定する対象生
物の侵入及び水生植物の付着に対して，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。具体的には，これら生物の侵入及び水生植物
の付着を防止又は抑制することにより，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
・森林火災に対して可搬型重大事故等対処設備
は，「Ⅵ－１－１－１－３　外部火災への配慮に
関する説明書」にて設定する輻射強度を考慮し，
防火帯の内側に保管することにより，重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
・また，森林火災からの輻射強度の影響を考慮し
た場合においても，離隔距離の確保等により，可
搬型重大事故等対処設備の重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。
・具体的には，可搬型重大事故等対処設備を収納
する建屋等及び屋外の可搬型重大事故等対処設備
は，森林火災からの輻射強度の影響に対し，建屋
等又は屋外の可搬型重大事故等対処設備の表面温
度が許容温度となる危険距離を算出し，その危険
距離を上回る離隔距離を確保する。また，可搬型
重大事故等対処設備を保管する建屋等及び屋外の
可搬型重大事故等対処設備は，近隣工場等の火災
及び爆発に対し，危険距離を算出し，その危険距
離を上回る離隔距離が確保されていることを確認
する。
・森林火災からの輻射強度の影響を考慮する可搬
型重大事故等対処設備を収納する建屋等及び屋外
の可搬型重大事故等対処設備の選定，要求機能及
び性能目標については，「Ⅵ－１－１－４－２－
１ 重大事故等対処設備の設計方針」に示し，建
屋等及び屋外の可搬型重大事故等対処設備に対す
る輻射強度の算出，危険距離の算出等の評価方針
については，「Ⅵ－１－１－１－３－３　外部火
災への配慮が必要な施設の設計方針及び評価方
針」に基づくものとし，離隔距離の確保に関する
評価条件及び評価結果を「Ⅵ－１－１－１－３－
４　外部火災防護における評価結果」に示す。
・塩害に対して可搬型重大事故等対処設備は，
「Ⅵ－１－１－１－１　自然現象等への配慮に関
する説明書」にて考慮する影響に対して，重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。具体的には，屋内の可搬型重大事故等対処設
備は，換気設備の建屋給気ユニットへのフィルタ
の設置，直接外気を取り込む施設の防食処理によ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。
また，屋外の可搬型重大事故等対処設備は，屋外
施設の塗装等による腐食防止対策又は絶縁性の維
持対策により，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。
・敷地内における化学物質の漏えいに対して可搬
型重大事故等対処設備は，再処理事業所内で運搬
する硝酸及び液体二酸化窒素の屋外での運搬又は
受入れ時の漏えいに対して，重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。具体的に
は，屋内の可搬型重大事故等対処設備は，外部か
らの損傷を防止できる建屋等内に保管することに
より，重大事故等への対処に必要な機能を損なう
おそれがない設計とする。また，屋外の可搬型重
大事故等対処設備は，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない高さへの設置，被液防護を行
うことにより，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。
・電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備
は，重大事故等時においても電磁波により重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
具体的には，電磁的障害に対して重大事故等への
対処に必要な機能を維持するために必要な計測制
御系は日本産業規格に基づきノイズ対策を行うと
ともに，電気的及び物理的な独立性を持たせるこ
とにより，重大事故等時に必要な機能を損なわな
い設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-4-2-1　重大事故等対処設備の設計方針

〇 － －基本方針(可搬型重大事故等対処設備) －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-8　再処理施設の内部発生飛散物による損
傷防止に関する説明書

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　b.可搬型重
大事故等対処設備】
周辺機器等からの影響について可搬型重大事故等
対処設備は，内部発生飛散物に対して当該設備周
辺機器の回転機器の回転羽の損壊による飛散物の
影響を考慮し，影響を受けない位置へ保管するこ
とにより重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

また，重量物の落下による飛散物の影響を考慮
し，影響を受けない位置へ設置することにより重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。
具体的には，可搬型重大事故等対処設備と同室に
設置する回転機器は，回転機器の異常により回転
速度が上昇することによる回転羽根の損壊を考慮
して，「１．５．４ 内部発生飛散物の発生防止
対策」の「１．５．４．２ 回転機器の損壊によ
る飛散物」に基づく設計とする。
また，可搬型重大事故等対処設備と同室にあるク
レーンその他の搬送機器は，運転時において重量
物をつり上げて搬送するクレーンその他の搬送機
器からのつり荷の落下及び逸走によるクレーンそ
の他の搬送機器の落下を考慮して，「１．５．４
内部発生飛散物の発生防止対策」の「１．５．
４．１ 重量物の落下による飛散物」に基づく設
計とする。

基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

134

事業指定(変更許可)を受けた設計基準より厳しい条件の要因となる事象の
外的事象のうち火山の影響(降下火砕物による積載荷重，フィルタの目詰
まり等)及び積雪に対して可搬型重大事故等対処設備は，火山の影響(降下
火砕物による積載荷重，フィルタの目詰まり等)に対してはフィルタ交
換，清掃，除灰及び可搬型重大事故等対処設備を屋内への配備，積雪に対
しては除雪を踏まえて影響がないよう重大事故等への対処に必要な機能を
維持する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　b.可搬型重
大事故等対処設備】
事業指定(変更許可)を受けた設計基準より厳しい
条件の要因となる事象の外的事象のうち火山の影
響(フィルタの目詰まり等)に対して可搬型重大事
故等対処設備は，フィルタ交換,清掃及び屋内へ
の配備を踏まえて影響がないよう重大事故等への
対処に必要な機能を維持する設計とする。

【4.  環境条件等　(3)　自然現象により発生す
る荷重の影響　b.可搬型重大事故等対処設備】
・積雪荷重に対して屋外の可搬型重大事故等対処
設備は，除雪により重大事故等ヘの対処に必要な
機能を損なわない設計とする。
・降下火災物による荷重に対して屋外の可搬型重
大事故等対処設備は，除灰及び屋内への配備によ
り重大事故等ヘの対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

－ － － － －

135

積雪に対する除雪，火山の影響(降下火砕物による積載荷重，フィルタの
目詰まり等)に対するフィルタ交換，清掃，除灰及び屋内への配備につい
ては，保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　b.可搬型重
大事故等対処設備】
火山の影響(フィルタの目詰まり等)に対するフィ
ルタ交換,清掃及び屋内への配備については，保
安規定に定めて，管理する。

【4.  環境条件等　(3)　自然現象により発生す
る荷重の影響　b.可搬型重大事故等対処設備】
・除雪については保安規定に定めて，管理する。
・除灰及び屋内への配備については保安規定に定
めて，管理する。

－ － － － －

136

事業指定(変更許可)を受けた設計基準より厳しい条件の要因となる事象の
内的事象のうち，配管の全周破断に対して可搬型重大事故等対処設備は，
漏えいを想定するセル及びグローブボックス内で漏えいした放射性物質を
含む腐食性の液体(溶液，有機溶媒等)により重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない場所に保管する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　b.可搬型重
大事故等対処設備】
事業指定(変更許可)を受けた設計基準より厳しい
条件の要因となる事象の内的事象のうち配管の全
周破断に対して可搬型重大事故等対処設備は，漏
えいを想定するセル及びグローブボックス内で漏
えいした放射性物質を含む腐食性の液体(溶液，
有機溶媒等)により重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。
具体的には，腐食性液体の影響が及ばない位置へ
保管することにより，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。

－ － － － －

137

可搬型重大事故等対処設備は，同時に発生する可能性のあるMOX燃料加工
施設における重大事故等による建屋外の環境条件の影響を受けない設計と
する。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　b.可搬型重
大事故等対処設備】
可搬型重大事故等対処設備は，同時に発生する可
能性のあるMOX燃料加工施設における重大事故等
による建屋外の環境条件の影響を受けない設計と
する。

－ － － － －

138

(2) 重大事故等対処設備の設置場所
重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても
操作及び復旧作業に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない
場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備の設置
場所で操作可能な設計，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れ
た場所から遠隔で操作可能な設計，又は遮蔽設備を有する中央制御室，使
用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所で操作可
能な設計とする。

冒頭宣言 基本方針(重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（重大事故等対処設備
の設置場所））

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(4)　重大事故等対処設備の設置場所

【4.  環境条件等　(4)　重大事故等対処設備の
設置場所】
重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が
発生した場合においても操作及び復旧作業に支障
がないように，線量率の高くなるおそれの少ない
場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置
等により当該設備の設置場所で操作可能な設計，
放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れ
た場所から遠隔で操作可能な設計，又は遮蔽設備
を有する中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所で操作可
能な設計とする。

－ － － － －

139

(3) 可搬型重大事故等対処設備の設置場所
可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合にお
いても設置及び常設設備との接続に支障がないように，線量率の高くなる
おそれの少ない設置場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置等に
より当該設備の設置場所で操作可能な設計，遮蔽設備を有する中央制御
室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所で
操作可能な設計により，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設
計とする。 冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備の設置場所））

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(5)　可搬型重大事故等対処設備の設置場所

【4.  環境条件等　(5)　可搬型重大事故等対処
設備の設置場所】
可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事
故等が発生した場合においても設置及び常設設備
との接続に支障がないように，線量率の高くなる
おそれの少ない設置場所の選定，当該設備の設置
場所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場所
で操作可能な設計，遮蔽設備を有する中央制御
室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室並びに緊急時対策所で操作可能な設計により，
当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設
計とする。

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

(3)　自然現象により発生する荷重の影響
b.可搬型重大事故等対処設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

134

事業指定(変更許可)を受けた設計基準より厳しい条件の要因となる事象の
外的事象のうち火山の影響(降下火砕物による積載荷重，フィルタの目詰
まり等)及び積雪に対して可搬型重大事故等対処設備は，火山の影響(降下
火砕物による積載荷重，フィルタの目詰まり等)に対してはフィルタ交
換，清掃，除灰及び可搬型重大事故等対処設備を屋内への配備，積雪に対
しては除雪を踏まえて影響がないよう重大事故等への対処に必要な機能を
維持する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

135

積雪に対する除雪，火山の影響(降下火砕物による積載荷重，フィルタの
目詰まり等)に対するフィルタ交換，清掃，除灰及び屋内への配備につい
ては，保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

136

事業指定(変更許可)を受けた設計基準より厳しい条件の要因となる事象の
内的事象のうち，配管の全周破断に対して可搬型重大事故等対処設備は，
漏えいを想定するセル及びグローブボックス内で漏えいした放射性物質を
含む腐食性の液体(溶液，有機溶媒等)により重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない場所に保管する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

137

可搬型重大事故等対処設備は，同時に発生する可能性のあるMOX燃料加工
施設における重大事故等による建屋外の環境条件の影響を受けない設計と
する。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

138

(2) 重大事故等対処設備の設置場所
重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても
操作及び復旧作業に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない
場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備の設置
場所で操作可能な設計，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れ
た場所から遠隔で操作可能な設計，又は遮蔽設備を有する中央制御室，使
用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所で操作可
能な設計とする。

冒頭宣言 基本方針(重大事故等対処設備)
基本方針（環境条件等
（重大事故等対処設備
の設置場所））

139

(3) 可搬型重大事故等対処設備の設置場所
可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合にお
いても設置及び常設設備との接続に支障がないように，線量率の高くなる
おそれの少ない設置場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置等に
より当該設備の設置場所で操作可能な設計，遮蔽設備を有する中央制御
室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所で
操作可能な設計により，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設
計とする。 冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備の設置場所））

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　b.可搬型重
大事故等対処設備】
事業指定(変更許可)を受けた設計基準より厳しい
条件の要因となる事象の外的事象のうち火山の影
響(フィルタの目詰まり等)に対して可搬型重大事
故等対処設備は，フィルタ交換,清掃及び屋内へ
の配備を踏まえて影響がないよう重大事故等への
対処に必要な機能を維持する設計とする。

【4.  環境条件等　(3)　自然現象により発生す
る荷重の影響　b.可搬型重大事故等対処設備】
・積雪荷重に対して屋外の可搬型重大事故等対処
設備は，除雪により重大事故等ヘの対処に必要な
機能を損なわない設計とする。
・降下火災物による荷重に対して屋外の可搬型重
大事故等対処設備は，除灰及び屋内への配備によ
り重大事故等ヘの対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

〇 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 － － －

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　b.可搬型重
大事故等対処設備】
火山の影響(フィルタの目詰まり等)に対するフィ
ルタ交換,清掃及び屋内への配備については，保
安規定に定めて，管理する。

【4.  環境条件等　(3)　自然現象により発生す
る荷重の影響　b.可搬型重大事故等対処設備】
・除雪については保安規定に定めて，管理する。
・除灰及び屋内への配備については保安規定に定
めて，管理する。

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　b.可搬型重
大事故等対処設備】
事業指定(変更許可)を受けた設計基準より厳しい
条件の要因となる事象の内的事象のうち配管の全
周破断に対して可搬型重大事故等対処設備は，漏
えいを想定するセル及びグローブボックス内で漏
えいした放射性物質を含む腐食性の液体(溶液，
有機溶媒等)により重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。
具体的には，腐食性液体の影響が及ばない位置へ
保管することにより，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

【4.  環境条件等　(1)　環境条件　b.可搬型重
大事故等対処設備】
可搬型重大事故等対処設備は，同時に発生する可
能性のあるMOX燃料加工施設における重大事故等
による建屋外の環境条件の影響を受けない設計と
する。

〇 基本方針(重大事故等対処設備) 基本方針(重大事故等対処設備) － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(4)　重大事故等対処設備の設置場所

【4.  環境条件等　(4)　重大事故等対処設備の
設置場所】
重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が
発生した場合においても操作及び復旧作業に支障
がないように，線量率の高くなるおそれの少ない
場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置
等により当該設備の設置場所で操作可能な設計，
放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れ
た場所から遠隔で操作可能な設計，又は遮蔽設備
を有する中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所で操作可
能な設計とする。

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(5)　可搬型重大事故等対処設備の設置場所

【4.  環境条件等　(5)　可搬型重大事故等対処
設備の設置場所】
可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事
故等が発生した場合においても設置及び常設設備
との接続に支障がないように，線量率の高くなる
おそれの少ない設置場所の選定，当該設備の設置
場所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場所
で操作可能な設計，遮蔽設備を有する中央制御
室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室並びに緊急時対策所で操作可能な設計により，
当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設
計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

4.  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

(3)　自然現象により発生する荷重の影響
b.可搬型重大事故等対処設備

708



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

140

9.2.5 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保
重大事故等対処設備は，手順書の整備，訓練・教育により，想定される重
大事故等が発生した場合においても，確実に操作でき，事業指定(変更許
可)申請書「八、再処理施設において核燃料物質が臨界状態になることそ
の他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設
及び体制の整備に関する事項」ハで考慮した要員数と想定時間内で，アク
セスルートの確保を含め重大事故等に対処できる設計とする。これらの運
用に係る体制，管理等については，保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言
運用要求

施設共通　基本設計方針
基本方針（操作性の確
保）

－ － － － －

141

ａ．操作の確実性
重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても
操作を確実なものとするため，重大事故等における条件を考慮し，操作す
る場所において操作が可能な設計とする。 冒頭宣言 基本方針(重大事故等対処設備)

基本方針（操作性の確
保）

－ － － － －

142

操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を確保するとともに，確実な
操作ができるよう，必要に応じて操作足場を設置する。また，防護具，可
搬型照明は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備することを保安規
定に定めて，管理する。 運用要求 施設共通　基本設計方針

基本方針（操作性の確
保）

－ － － － －

143

現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に用いられる工具又は
専用の工具を用いて，確実に作業ができる設計とする。工具は，作業場所
の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とする。可搬型重大事
故等対処設備は運搬・設置が確実に行えるよう，人力又は車両等による運
搬，移動ができるとともに，必要により設置場所にてアウトリガの張出し
又は輪留めによる固定等が可能な設計とする。

機能要求①
運用要求

施設共通　基本設計方針
基本方針（操作性の確
保）

－ － － － －

144

現場の操作スイッチは非常時対策組織要員の操作性を考慮した設計とす
る。また，電源操作が必要な設備は，感電防止のため露出した充電部への
近接防止を考慮した設計とする。 機能要求① 施設共通　基本設計方針

基本方針（操作性の確
保）

－ － － － －

145

現場において人力で操作を行う弁等は，手動操作が可能な設計とする。

冒頭宣言 基本方針(重大事故等対処設備)
基本方針（操作性の確
保）

－ － － － －

146

現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接
続方式等，接続方式を統一することにより，速やかに，容易かつ確実に接
続が可能な設計とする。 冒頭宣言 基本方針(重大事故等対処設備)

基本方針（操作性の確
保）

－ － － － －

147

現場操作における誤操作防止のために重大事故等対処設備には識別表示を
設置する設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（操作性の確
保）

－ － － － －

148

また，重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とする機器は，必要
な時間内に操作できるように中央制御室での操作が可能な設計とする。制
御盤の操作器具は非常時対策組織要員の操作性を考慮した設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（操作性の確
保）

－ － － － －

149

想定される重大事故等において操作する重大事故等対処設備のうち動的機
器は，その作動状態の確認が可能な設計とする。

機能要求① 施設共通　基本設計方針
設計方針（操作性の確
保）

－ － － － －

150

ｂ．系統の切替性
重大事故等対処設備のうち本来の用途(安全機能を有する施設としての用
途等)以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備は，通
常時に使用する系統から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要な
弁等を設ける設計とする。 冒頭宣言 基本方針(重大事故等対処設備)

基本方針（操作性の確
保）

－ － － － －

151

ｃ．可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性
可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものについては，容易か
つ確実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用することができるよ
う，ケーブルはボルト・ネジ接続又はより簡便な接続方式を用いる設計と
し，配管・ダクト・ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温度等の特性
に応じたフランジ接続又はより簡便な接続方式を用いる設計とする。ま
た，同一ポンプを接続するホースは，流量に応じて口径を統一すること等
により，複数の系統での接続方式を考慮した設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（操作性の確
保）

－ － － － －

152

ｄ．再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路の確保
想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設
備の保管場所から設置場所への運搬及び接続場所への敷設，又は他の設備
の被害状況を把握するため，再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路をア
クセスルートとして確保できるよう，以下の設計とする。

冒頭宣言 基本方針(アクセスルート)
基本方針（アクセス
ルートの確保）

－ － － － －

153

アクセスルートは，環境条件として考慮した事象を含め，自然現象，人為
事象，溢水，化学薬品の漏えい及び火災を考慮しても，運搬，移動に支障
をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保
する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(アクセスルート)
基本方針（アクセス
ルートの確保）

－ － － － －

154

アクセスルートに対する自然現象については，重大事故等時における敷地
及びその周辺での発生の可能性，アクセスルートへの影響度，事象進展速
度や事象進展に対する時間余裕の観点から，アクセスルートに影響を与え
るおそれがある事象として，地震，津波(敷地に遡上する津波を含む。)，
洪水，風(台風)，竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的
事象及び森林火災を選定する。

冒頭宣言 基本方針(アクセスルート)
基本方針（アクセス
ルートの確保）

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

5.  操作性及び試験・検査性
(1)　操作性の確保

【5.  操作性及び試験・検査性　(1)　操作性の
確保】
・重大事故等対処設備は，手順書の整備，訓練・
教育により，想定される重大事故等が発生した場
合においても，確実に操作でき，事業指定(変更
許可)「八、再処理施設において核燃料物質が臨
界状態になることその他の事故が発生した場合に
おける当該事故に対処するために必要な施設及び
体制の整備に関する事項」ハで考慮した要員数と
想定時間内で，アクセスルートの確保を含め重大
事故等に対処できる設計とする。これらの運用に
係る体制，管理等については，保安規定に定め
て，管理する。
・重大事故等対処設備は，想定される重大事故等
が発生した場合においても操作を確実なものとす
るため，重大事故等における条件を考慮し，操作
する場所において操作が可能な設計とする。
・操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を
確保するとともに，確実な操作ができるよう，必
要に応じて操作足場を設置する。また，防護具，
可搬型照明は重大事故等時に迅速に使用できる場
所に配備することを保安規定に定めて，管理す
る。
・現場操作において工具を必要とする場合は，一
般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて，
確実に作業ができる設計とする。工具は，作業場
所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる
設計とする。可搬型重大事故等対処設備は運搬・
設置が確実に行えるよう，人力又は車両等による
運搬，移動ができるとともに，必要により設置場
所にてアウトリガの張出し又は輪留めによる固定
等が可能な設計とする。
・現場の操作スイッチは非常時対策組織要員の操
作性を考慮した設計とする。また，電源操作が必
要な設備は，感電防止のため露出した充電部への
近接防止を考慮した設計とする。
・現場において人力で操作を行う弁等は，手動操
作が可能な設計とする。
・現場での接続操作は，ボルト･ネジ接続，フラ
ンジ接続又はより簡便な接続方式等，接続方式を
統一することにより，速やかに，容易かつ確実に
接続が可能な設計とする。
・現場操作における誤操作防止のために重大事故
等対処設備には識別表示を設置する設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

5.  操作性及び試験・検査性
(1)　操作性の確保

【5.  操作性及び試験・検査性　(1)　操作性の
確保】
・また，重大事故等に対処するために迅速な操作
を必要とする機器は，必要な時間内に操作できる
ように中央制御室での操作が可能な設計とする。
制御盤の操作器具は非常時対策組織要員の操作性
を考慮した設計とする。
・想定される重大事故等において操作する重大事
故等対処設備のうち動的機器は，その作動状態の
確認が可能な設計とする。
・重大事故等対処設備のうち本来の用途(安全機
能を有する施設としての用途等)以外の用途とし
て重大事故等に対処するために使用する設備は，
通常時に使用する系統から速やかに切替操作が可
能なように，系統に必要な弁等を設ける設計とす
る。
・可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続す
るものについては，容易かつ確実に接続でき，か
つ，複数の系統が相互に使用することができるよ
う，ケーブルはボルト・ネジ接続又はより簡便な
接続方式を用いる設計とし，配管・ダクト・ホー
スは口径並びに内部流体の圧力及び温度等の特性
に応じたフランジ接続又はより簡便な接続方式を
用いる設計とする。また，同一ポンプを接続する
ホースは流量に応じて口径を統一すること等によ
り，複数の系統での接続方式を考慮した設計とす
る。
・想定される重大事故等が発生した場合におい
て，可搬型重大事故等対処設備の保管場所から設
置場所への運搬及び接続場所への敷設，又は他の
設備の被害状況を把握するため，再処理事業所内
の屋外道路及び屋内通路をアクセスルートとして
確保できるよう，以下の設計とする。
・アクセスルートは，環境条件として考慮した事
象を含め，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品
の漏えい及び火災を考慮しても，運搬，移動に支
障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複
数のアクセスルートを確保する設計とする。
・アクセスルートに対する自然現象については，
重大事故等時における敷地及びその周辺での発生
の可能性，アクセスルートへの影響度，事象進展
速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，ア
クセスルートに影響を与えるおそれがある事象と
して，地震，津波(敷地に遡上する津波を含
む。)，洪水，風(台風)，竜巻，凍結，降水，積
雪，落雷，火山の影響，生物学的事象及び森林火
災を選定する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

140

9.2.5 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保
重大事故等対処設備は，手順書の整備，訓練・教育により，想定される重
大事故等が発生した場合においても，確実に操作でき，事業指定(変更許
可)申請書「八、再処理施設において核燃料物質が臨界状態になることそ
の他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設
及び体制の整備に関する事項」ハで考慮した要員数と想定時間内で，アク
セスルートの確保を含め重大事故等に対処できる設計とする。これらの運
用に係る体制，管理等については，保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言
運用要求

施設共通　基本設計方針
基本方針（操作性の確
保）

141

ａ．操作の確実性
重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても
操作を確実なものとするため，重大事故等における条件を考慮し，操作す
る場所において操作が可能な設計とする。 冒頭宣言 基本方針(重大事故等対処設備)

基本方針（操作性の確
保）

142

操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を確保するとともに，確実な
操作ができるよう，必要に応じて操作足場を設置する。また，防護具，可
搬型照明は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備することを保安規
定に定めて，管理する。 運用要求 施設共通　基本設計方針

基本方針（操作性の確
保）

143

現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に用いられる工具又は
専用の工具を用いて，確実に作業ができる設計とする。工具は，作業場所
の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とする。可搬型重大事
故等対処設備は運搬・設置が確実に行えるよう，人力又は車両等による運
搬，移動ができるとともに，必要により設置場所にてアウトリガの張出し
又は輪留めによる固定等が可能な設計とする。

機能要求①
運用要求

施設共通　基本設計方針
基本方針（操作性の確
保）

144

現場の操作スイッチは非常時対策組織要員の操作性を考慮した設計とす
る。また，電源操作が必要な設備は，感電防止のため露出した充電部への
近接防止を考慮した設計とする。 機能要求① 施設共通　基本設計方針

基本方針（操作性の確
保）

145

現場において人力で操作を行う弁等は，手動操作が可能な設計とする。

冒頭宣言 基本方針(重大事故等対処設備)
基本方針（操作性の確
保）

146

現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接
続方式等，接続方式を統一することにより，速やかに，容易かつ確実に接
続が可能な設計とする。 冒頭宣言 基本方針(重大事故等対処設備)

基本方針（操作性の確
保）

147

現場操作における誤操作防止のために重大事故等対処設備には識別表示を
設置する設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（操作性の確
保）

148

また，重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とする機器は，必要
な時間内に操作できるように中央制御室での操作が可能な設計とする。制
御盤の操作器具は非常時対策組織要員の操作性を考慮した設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（操作性の確
保）

149

想定される重大事故等において操作する重大事故等対処設備のうち動的機
器は，その作動状態の確認が可能な設計とする。

機能要求① 施設共通　基本設計方針
設計方針（操作性の確
保）

150

ｂ．系統の切替性
重大事故等対処設備のうち本来の用途(安全機能を有する施設としての用
途等)以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備は，通
常時に使用する系統から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要な
弁等を設ける設計とする。 冒頭宣言 基本方針(重大事故等対処設備)

基本方針（操作性の確
保）

151

ｃ．可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性
可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものについては，容易か
つ確実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用することができるよ
う，ケーブルはボルト・ネジ接続又はより簡便な接続方式を用いる設計と
し，配管・ダクト・ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温度等の特性
に応じたフランジ接続又はより簡便な接続方式を用いる設計とする。ま
た，同一ポンプを接続するホースは，流量に応じて口径を統一すること等
により，複数の系統での接続方式を考慮した設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)
基本方針（操作性の確
保）

152

ｄ．再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路の確保
想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設
備の保管場所から設置場所への運搬及び接続場所への敷設，又は他の設備
の被害状況を把握するため，再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路をア
クセスルートとして確保できるよう，以下の設計とする。

冒頭宣言 基本方針(アクセスルート)
基本方針（アクセス
ルートの確保）

153

アクセスルートは，環境条件として考慮した事象を含め，自然現象，人為
事象，溢水，化学薬品の漏えい及び火災を考慮しても，運搬，移動に支障
をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保
する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(アクセスルート)
基本方針（アクセス
ルートの確保）

154

アクセスルートに対する自然現象については，重大事故等時における敷地
及びその周辺での発生の可能性，アクセスルートへの影響度，事象進展速
度や事象進展に対する時間余裕の観点から，アクセスルートに影響を与え
るおそれがある事象として，地震，津波(敷地に遡上する津波を含む。)，
洪水，風(台風)，竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的
事象及び森林火災を選定する。

冒頭宣言 基本方針(アクセスルート)
基本方針（アクセス
ルートの確保）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 － － －

〇 基本方針(重大事故等対処設備) 基本方針(重大事故等対処設備) － － －

〇 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 － － －

〇 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 － － －

〇 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 － － －

〇 基本方針(重大事故等対処設備) 基本方針(重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(重大事故等対処設備) 基本方針(重大事故等対処設備) － － －

〇 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 － － －

〇 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 － － －

〇 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 － － －

〇 基本方針(重大事故等対処設備) 基本方針(重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(アクセスルート) 基本方針(アクセスルート) － － －

〇 基本方針(アクセスルート) 基本方針(アクセスルート) － － －

〇 基本方針(アクセスルート) 基本方針(アクセスルート) － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

5.  操作性及び試験・検査性
(1)　操作性の確保

【5.  操作性及び試験・検査性　(1)　操作性の
確保】
・重大事故等対処設備は，手順書の整備，訓練・
教育により，想定される重大事故等が発生した場
合においても，確実に操作でき，事業指定(変更
許可)「八、再処理施設において核燃料物質が臨
界状態になることその他の事故が発生した場合に
おける当該事故に対処するために必要な施設及び
体制の整備に関する事項」ハで考慮した要員数と
想定時間内で，アクセスルートの確保を含め重大
事故等に対処できる設計とする。これらの運用に
係る体制，管理等については，保安規定に定め
て，管理する。
・重大事故等対処設備は，想定される重大事故等
が発生した場合においても操作を確実なものとす
るため，重大事故等における条件を考慮し，操作
する場所において操作が可能な設計とする。
・操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を
確保するとともに，確実な操作ができるよう，必
要に応じて操作足場を設置する。また，防護具，
可搬型照明は重大事故等時に迅速に使用できる場
所に配備することを保安規定に定めて，管理す
る。
・現場操作において工具を必要とする場合は，一
般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて，
確実に作業ができる設計とする。工具は，作業場
所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる
設計とする。可搬型重大事故等対処設備は運搬・
設置が確実に行えるよう，人力又は車両等による
運搬，移動ができるとともに，必要により設置場
所にてアウトリガの張出し又は輪留めによる固定
等が可能な設計とする。
・現場の操作スイッチは非常時対策組織要員の操
作性を考慮した設計とする。また，電源操作が必
要な設備は，感電防止のため露出した充電部への
近接防止を考慮した設計とする。
・現場において人力で操作を行う弁等は，手動操
作が可能な設計とする。
・現場での接続操作は，ボルト･ネジ接続，フラ
ンジ接続又はより簡便な接続方式等，接続方式を
統一することにより，速やかに，容易かつ確実に
接続が可能な設計とする。
・現場操作における誤操作防止のために重大事故
等対処設備には識別表示を設置する設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

5.  操作性及び試験・検査性
(1)　操作性の確保

【5.  操作性及び試験・検査性　(1)　操作性の
確保】
・また，重大事故等に対処するために迅速な操作
を必要とする機器は，必要な時間内に操作できる
ように中央制御室での操作が可能な設計とする。
制御盤の操作器具は非常時対策組織要員の操作性
を考慮した設計とする。
・想定される重大事故等において操作する重大事
故等対処設備のうち動的機器は，その作動状態の
確認が可能な設計とする。
・重大事故等対処設備のうち本来の用途(安全機
能を有する施設としての用途等)以外の用途とし
て重大事故等に対処するために使用する設備は，
通常時に使用する系統から速やかに切替操作が可
能なように，系統に必要な弁等を設ける設計とす
る。
・可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続す
るものについては，容易かつ確実に接続でき，か
つ，複数の系統が相互に使用することができるよ
う，ケーブルはボルト・ネジ接続又はより簡便な
接続方式を用いる設計とし，配管・ダクト・ホー
スは口径並びに内部流体の圧力及び温度等の特性
に応じたフランジ接続又はより簡便な接続方式を
用いる設計とする。また，同一ポンプを接続する
ホースは流量に応じて口径を統一すること等によ
り，複数の系統での接続方式を考慮した設計とす
る。
・想定される重大事故等が発生した場合におい
て，可搬型重大事故等対処設備の保管場所から設
置場所への運搬及び接続場所への敷設，又は他の
設備の被害状況を把握するため，再処理事業所内
の屋外道路及び屋内通路をアクセスルートとして
確保できるよう，以下の設計とする。
・アクセスルートは，環境条件として考慮した事
象を含め，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品
の漏えい及び火災を考慮しても，運搬，移動に支
障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複
数のアクセスルートを確保する設計とする。
・アクセスルートに対する自然現象については，
重大事故等時における敷地及びその周辺での発生
の可能性，アクセスルートへの影響度，事象進展
速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，ア
クセスルートに影響を与えるおそれがある事象と
して，地震，津波(敷地に遡上する津波を含
む。)，洪水，風(台風)，竜巻，凍結，降水，積
雪，落雷，火山の影響，生物学的事象及び森林火
災を選定する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

155

アクセスルートに対する人為事象については，重大事故等時における敷地
及びその周辺での発生の可能性，アクセスルートへの影響度，事象進展速
度や事象進展に対する時間余裕の観点から，アクセスルートに影響を与え
るおそれのある事象として選定する航空機落下，敷地内における化学物質
の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災，爆発，ダムの崩壊，船舶の衝
突及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して，迂回路
も考慮した複数のアクセスルートを確保する設計とする。 冒頭宣言 基本方針(アクセスルート)

基本方針（アクセス
ルートの確保）

－ － － － －

156

なお，洪水，ダムの崩壊及び船舶の衝突については立地的要因により設計
上考慮する必要はない。落雷及び電磁的障害に対しては，道路面が直接影
響を受けることはないことからアクセスルートへの影響はない。生物学的
事象に対しては，容易に排除可能なため，アクセスルートへの影響はな
い。

冒頭宣言 基本方針(アクセスルート)
基本方針（アクセス
ルートの確保）

－ － － － －

157

屋外のアクセスルートは，「3.1 　地震による損傷の防止」にて考慮する
地震の影響(周辺構造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり)，
その他自然現象による影響(風(台風)及び竜巻による飛来物，積雪並びに
火山の影響)及び人為事象による影響(航空機落下，爆発)を想定し，複数
のアクセスルートの中から状況を確認し，早急に復旧可能なアクセスルー
トを確保するため，障害物を除去可能なホイールローダを３台使用する。
ホイールローダは，必要数として３台に加え，予備として故障時及び点検
保守による待機除外時のバックアップを４台，合計７台を保有数とし，分
散して保管する設計とする。

設置要求 ホイールローダ
設計方針（アクセス
ルートの確保）

【5.  操作性及び試験・検査性　(1)　操作性の
確保】
屋外のアクセスルートは，「Ⅳ 再処理施設の耐
震性に関する説明書」にて考慮する地震の影響
(周辺構造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路
面のすべり)，その他自然現象による影響(風(台
風)及び竜巻による飛来物，積雪並びに火山の影
響)及び人為事象による影響(航空機落下，爆発)
を想定し，複数のアクセスルートの中から状況を
確認し，早急に復旧可能なアクセスルートを確保
するため，障害物を除去可能なホイールローダを
３台使用する。ホイールローダは，必要数として
３台に加え，予備として故障時及び点検保守によ
る待機除外時のバックアップを４台，合計７台を
保有数とし，分散して保管する設計とする。

－ － － － －

158

屋外のアクセスルートは，地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対
しては，道路上への自然流下も考慮した上で，通行への影響を受けない箇
所に確保する設計とする。

運用要求
評価要求

施設共通　基本設計方針

基本方針（アクセス
ルートの確保）
評価（アクセスルート
の確保）

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

5.  操作性及び試験・検査性
(1)　操作性の確保

Ⅵ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の保管
場所及びアクセスルート

【5.  操作性及び試験・検査性　(1)　操作性の
確保】
屋外のアクセスルートは，地震による屋外タンク
からの溢水及び降水に対しては，道路上への自然
流下も考慮した上で，通行への影響を受けない箇
所に確保する設計とする。

【Ⅵ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の保
管場所及びアクセスルート】
道路上への自然流下に対する評価手法及び評価結
果について説明する。

－ － － － －

160

屋外のアクセスルートは，「3.1　地震による損傷の防止」にて考慮する
地震の影響による周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲
に到達することを想定した上で，ホイールローダにより崩壊箇所を復旧す
る又は迂回路を確保する設計とする。不等沈下等に伴う段差の発生が想定
される箇所においては，段差緩和対策を行う設計とする。

運用要求
設置要求

施設共通　基本設計方針

基本方針（アクセス
ルートの確保）
設計方針（アクセス
ルートの確保）

－ － － － －

161

屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍結及び積雪に対し
て，車両はタイヤチェーン等を装着することにより通行性を確保できる設
計とする。

運用要求
設置要求

施設共通　基本設計方針

基本方針（アクセス
ルートの確保）
設計方針（アクセス
ルートの確保）

－ － － － －

164

屋内のアクセスルートは，「3.1 地震による損傷の防止」の地震を考慮し
た建屋等に複数確保する設計とする。

冒頭宣言
評価要求

基本方針（アクセスルート）
再処理施設　各建屋

基本方針（アクセス
ルートの確保）
評価（アクセスルート
の確保）

－ － － － －

165

屋内のアクセスルートは，津波に対して立地的要因によりアクセスルート
への影響はない。

冒頭宣言 基本方針(アクセスルート)
基本方針（アクセス
ルートの確保）

－ － － － －

166

屋内のアクセスルートは，自然現象及び人為事象として選定する風(台
風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事
象，森林火災，塩害，航空機落下，敷地内における化学物質の漏えい，近
隣工場等の火災，爆発，有毒ガス及び電磁的障害に対して，外部からの衝
撃による損傷の防止が図られた建屋等内に確保する設計とする。 冒頭宣言

評価要求
基本方針（アクセスルート）
再処理施設　各建屋

基本方針（アクセス
ルートの確保）
評価（アクセスルート
の確保）

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

5.  操作性及び試験・検査性
(1)　操作性の確保
d.再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路の確保

Ⅵ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の保管
場所及びアクセスルート

【5.  操作性及び試験・検査性　(1)　操作性の
確保】
・屋内のアクセスルートは，「Ⅳ 再処理施設の
耐震性に関する説明書」の地震を考慮した建屋等
に複数確保する設計とする。
・屋内のアクセスルートは，津波に対して立地的
要因によりアクセスルートへの影響はない。
・屋内のアクセスルートは，自然現象及び人為事
象として選定する風(台風)，竜巻，凍結，高温，
降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，
森林火災，塩害，航空機落下，敷地内における化
学物質の漏えい，近隣工場等の火災，爆発，有毒
ガス及び電磁的障害に対して，外部からの衝撃に
よる損傷の防止が図られた建屋等内に確保する設
計とする。

【Ⅵ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の保
管場所及びアクセスルート】
・アクセスルートに想定される地震に対する評価
結果について説明する。
・屋内のアクセスルートに想定される自然現象及
び人為事象に対する評価結果について説明する。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

5.  操作性及び試験・検査性
(1)　操作性の確保

【5.  操作性及び試験・検査性　(1)　操作性の
確保】
・アクセスルートに対する人為事象については，
重大事故等時における敷地及びその周辺での発生
の可能性，アクセスルートへの影響度，事象進展
速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，ア
クセスルートに影響を与えるおそれのある事象と
して選定する航空機落下，敷地内における化学物
質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災，爆
発，ダムの崩壊，船舶の衝突及び故意による大型
航空機の衝突その他のテロリズムに対して，迂回
路も考慮した複数のアクセスルートを確保する設
計とする。
・なお，洪水，ダムの崩壊及び船舶の衝突につい
ては立地的要因により設計上考慮する必要はな
い。落雷及び電磁的障害に対しては，道路面が直
接影響を受けることはないことからアクセスルー
トへの影響はない。生物学的事象に対しては，容
易に排除可能なため，アクセスルートへの影響は
ない。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

5.  操作性及び試験・検査性
(1)　操作性の確保

Ⅵ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の保管
場所及びアクセスルート

【5.  操作性及び試験・検査性　(1)　操作性の
確保】
・屋外のアクセスルートは，「Ⅳ 再処理施設の
耐震性に関する説明書」にて考慮する地震の影響
による周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりで崩壊
土砂が広範囲に到達することを想定した上で，ホ
イールローダにより崩壊箇所を復旧する又は迂回
路を確保する設計とする。不等沈下等に伴う段差
の発生が想定される箇所においては，段差緩和対
策を行う設計とする。
・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象
のうち凍結及び積雪に対して，車両はタイヤ
チェーン等を装着することにより，通行性を確保
できる設計とする。また，道路については，融雪
剤を配備することを保安規定に定めて，管理す
る。

【Ⅵ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の保
管場所及びアクセスルート】
・ホイールローダの復旧による崩壊土砂及び不等
沈下等に対する対処について説明する。
・タイヤチェーンを装着できる車両の設置につい
て説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

155

アクセスルートに対する人為事象については，重大事故等時における敷地
及びその周辺での発生の可能性，アクセスルートへの影響度，事象進展速
度や事象進展に対する時間余裕の観点から，アクセスルートに影響を与え
るおそれのある事象として選定する航空機落下，敷地内における化学物質
の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災，爆発，ダムの崩壊，船舶の衝
突及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して，迂回路
も考慮した複数のアクセスルートを確保する設計とする。 冒頭宣言 基本方針(アクセスルート)

基本方針（アクセス
ルートの確保）

156

なお，洪水，ダムの崩壊及び船舶の衝突については立地的要因により設計
上考慮する必要はない。落雷及び電磁的障害に対しては，道路面が直接影
響を受けることはないことからアクセスルートへの影響はない。生物学的
事象に対しては，容易に排除可能なため，アクセスルートへの影響はな
い。

冒頭宣言 基本方針(アクセスルート)
基本方針（アクセス
ルートの確保）

157

屋外のアクセスルートは，「3.1 　地震による損傷の防止」にて考慮する
地震の影響(周辺構造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり)，
その他自然現象による影響(風(台風)及び竜巻による飛来物，積雪並びに
火山の影響)及び人為事象による影響(航空機落下，爆発)を想定し，複数
のアクセスルートの中から状況を確認し，早急に復旧可能なアクセスルー
トを確保するため，障害物を除去可能なホイールローダを３台使用する。
ホイールローダは，必要数として３台に加え，予備として故障時及び点検
保守による待機除外時のバックアップを４台，合計７台を保有数とし，分
散して保管する設計とする。

設置要求 ホイールローダ
設計方針（アクセス
ルートの確保）

158

屋外のアクセスルートは，地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対
しては，道路上への自然流下も考慮した上で，通行への影響を受けない箇
所に確保する設計とする。

運用要求
評価要求

施設共通　基本設計方針

基本方針（アクセス
ルートの確保）
評価（アクセスルート
の確保）

160

屋外のアクセスルートは，「3.1　地震による損傷の防止」にて考慮する
地震の影響による周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲
に到達することを想定した上で，ホイールローダにより崩壊箇所を復旧す
る又は迂回路を確保する設計とする。不等沈下等に伴う段差の発生が想定
される箇所においては，段差緩和対策を行う設計とする。

運用要求
設置要求

施設共通　基本設計方針

基本方針（アクセス
ルートの確保）
設計方針（アクセス
ルートの確保）

161

屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍結及び積雪に対し
て，車両はタイヤチェーン等を装着することにより通行性を確保できる設
計とする。

運用要求
設置要求

施設共通　基本設計方針

基本方針（アクセス
ルートの確保）
設計方針（アクセス
ルートの確保）

164

屋内のアクセスルートは，「3.1 地震による損傷の防止」の地震を考慮し
た建屋等に複数確保する設計とする。

冒頭宣言
評価要求

基本方針（アクセスルート）
再処理施設　各建屋

基本方針（アクセス
ルートの確保）
評価（アクセスルート
の確保）

165

屋内のアクセスルートは，津波に対して立地的要因によりアクセスルート
への影響はない。

冒頭宣言 基本方針(アクセスルート)
基本方針（アクセス
ルートの確保）

166

屋内のアクセスルートは，自然現象及び人為事象として選定する風(台
風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事
象，森林火災，塩害，航空機落下，敷地内における化学物質の漏えい，近
隣工場等の火災，爆発，有毒ガス及び電磁的障害に対して，外部からの衝
撃による損傷の防止が図られた建屋等内に確保する設計とする。 冒頭宣言

評価要求
基本方針（アクセスルート）
再処理施設　各建屋

基本方針（アクセス
ルートの確保）
評価（アクセスルート
の確保）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 基本方針(アクセスルート) 基本方針(アクセスルート) － － －

〇 基本方針(アクセスルート) 基本方針(アクセスルート) － － －

〇 ホイールローダ ホイールローダ － － －

【5.  操作性及び試験・検査性　(1)　操作性の
確保】
屋外のアクセスルートは，「Ⅳ 再処理施設の耐
震性に関する説明書」にて考慮する地震の影響
(周辺構造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路
面のすべり)，その他自然現象による影響(風(台
風)及び竜巻による飛来物，積雪並びに火山の影
響)及び人為事象による影響(航空機落下，爆発)
を想定し，複数のアクセスルートの中から状況を
確認し，早急に復旧可能なアクセスルートを確保
するため，障害物を除去可能なホイールローダを
３台使用する。ホイールローダは，必要数として
３台に加え，予備として故障時及び点検保守によ
る待機除外時のバックアップを４台，合計７台を
保有数とし，分散して保管する設計とする。

〇 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

5.  操作性及び試験・検査性
(1)　操作性の確保

Ⅵ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の保管
場所及びアクセスルート

【5.  操作性及び試験・検査性　(1)　操作性の
確保】
屋外のアクセスルートは，地震による屋外タンク
からの溢水及び降水に対しては，道路上への自然
流下も考慮した上で，通行への影響を受けない箇
所に確保する設計とする。

【Ⅵ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の保
管場所及びアクセスルート】
道路上への自然流下に対する評価手法及び評価結
果について説明する。

〇 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 － － －

〇 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 － － －

〇
基本方針（アクセスルート）
再処理施設　各建屋

基本方針（アクセスルート）
再処理施設　各建屋

－ － －

〇 基本方針(アクセスルート) 基本方針(アクセスルート) － － －

〇
基本方針（アクセスルート）
再処理施設　各建屋

基本方針（アクセスルート）
再処理施設　各建屋

－ － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

5.  操作性及び試験・検査性
(1)　操作性の確保
d.再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路の確保

Ⅵ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の保管
場所及びアクセスルート

【5.  操作性及び試験・検査性　(1)　操作性の
確保】
・屋内のアクセスルートは，「Ⅳ 再処理施設の
耐震性に関する説明書」の地震を考慮した建屋等
に複数確保する設計とする。
・屋内のアクセスルートは，津波に対して立地的
要因によりアクセスルートへの影響はない。
・屋内のアクセスルートは，自然現象及び人為事
象として選定する風(台風)，竜巻，凍結，高温，
降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，
森林火災，塩害，航空機落下，敷地内における化
学物質の漏えい，近隣工場等の火災，爆発，有毒
ガス及び電磁的障害に対して，外部からの衝撃に
よる損傷の防止が図られた建屋等内に確保する設
計とする。

【Ⅵ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の保
管場所及びアクセスルート】
・アクセスルートに想定される地震に対する評価
結果について説明する。
・屋内のアクセスルートに想定される自然現象及
び人為事象に対する評価結果について説明する。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

5.  操作性及び試験・検査性
(1)　操作性の確保

【5.  操作性及び試験・検査性　(1)　操作性の
確保】
・アクセスルートに対する人為事象については，
重大事故等時における敷地及びその周辺での発生
の可能性，アクセスルートへの影響度，事象進展
速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，ア
クセスルートに影響を与えるおそれのある事象と
して選定する航空機落下，敷地内における化学物
質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災，爆
発，ダムの崩壊，船舶の衝突及び故意による大型
航空機の衝突その他のテロリズムに対して，迂回
路も考慮した複数のアクセスルートを確保する設
計とする。
・なお，洪水，ダムの崩壊及び船舶の衝突につい
ては立地的要因により設計上考慮する必要はな
い。落雷及び電磁的障害に対しては，道路面が直
接影響を受けることはないことからアクセスルー
トへの影響はない。生物学的事象に対しては，容
易に排除可能なため，アクセスルートへの影響は
ない。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

5.  操作性及び試験・検査性
(1)　操作性の確保

Ⅵ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の保管
場所及びアクセスルート

【5.  操作性及び試験・検査性　(1)　操作性の
確保】
・屋外のアクセスルートは，「Ⅳ 再処理施設の
耐震性に関する説明書」にて考慮する地震の影響
による周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりで崩壊
土砂が広範囲に到達することを想定した上で，ホ
イールローダにより崩壊箇所を復旧する又は迂回
路を確保する設計とする。不等沈下等に伴う段差
の発生が想定される箇所においては，段差緩和対
策を行う設計とする。
・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象
のうち凍結及び積雪に対して，車両はタイヤ
チェーン等を装着することにより，通行性を確保
できる設計とする。また，道路については，融雪
剤を配備することを保安規定に定めて，管理す
る。

【Ⅵ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の保
管場所及びアクセスルート】
・ホイールローダの復旧による崩壊土砂及び不等
沈下等に対する対処について説明する。
・タイヤチェーンを装着できる車両の設置につい
て説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

167

再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路を確保するために，上記の設計に
加え，以下を保安規定に定めて，管理する。
・尾駮沼取水場所Ａ，尾駮沼取水場所Ｂ又は二又川取水場所Ａ(以下「敷
地外水源」という。)の取水場所及び取水場所への屋外のアクセスルート
に遡上するおそれのある津波に対しては，津波警報の解除後に対応を開始
すること。また，津波警報の発令を確認時にこれらの場所において対応中
の場合に備え，非常時対策組織要員及び可搬型重大事故等対処設備を一時
的に退避すること。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（アクセス
ルートの確保）

【5.  操作性及び試験・検査性　(1)　操作性の
確保】
再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路を確保す
るために，上記の設計に加え，以下を保安規定に
定めて，管理する。

・尾駮沼取水場所Ａ，尾駮沼取水場所Ｂ又は二又
川取水場所Ａ(以下「敷地外水源」という。)の取
水場所及び取水場所への屋外のアクセスルートに
遡上するおそれのある津波に対しては，津波警報
の解除後に対応を開始すること。また，津波警報
の発令を確認時にこれらの場所において対応中の
場合に備え，非常時対策組織要員及び可搬型重大
事故等対処設備を一時的に退避すること。

－ － － － －

168

・屋外のアクセスルートは，「3.1　地震による損傷の防止」にて考慮す
る地震の影響による周辺斜面の崩壊，道路面のすべりによる崩壊土砂及び
不等沈下等に伴う段差の発生が想定される箇所においては，ホイールロー
ダにより復旧すること。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（アクセス
ルートの確保）

【5.  操作性及び試験・検査性　(1)　操作性の
確保】
・屋外のアクセスルートは，「Ⅳ 再処理施設の
耐震性に関する説明書」にて考慮する地震の影響
による周辺斜面の崩壊，道路面のすべりによる崩
壊土砂及び不等沈下等に伴う段差の発生が想定さ
れる箇所においては，ホイールローダにより復旧
すること。

－ － － － －

169

・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍結及び積雪に対
して，道路については，融雪剤を配備すること。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（アクセス
ルートの確保）

【5.  操作性及び試験・検査性　(1)　操作性の
確保】
・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象
のうち凍結及び積雪に対して，道路については，
融雪剤を配備すること。

－ － － － －

170

・敷地内における化学物質の漏えいに対して薬品防護具を配備し，必要に
応じて着用すること。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（アクセス
ルートの確保）

【5.  操作性及び試験・検査性　(1)　操作性の
確保】
・敷地内における化学物質の漏えいに対して薬品
防護具を配備し，必要に応じて着用すること。

－ － － － －

171

・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象及び人為事象のうち森林
火災及び近隣工場等の火災に対しては，消防車による初期消火活動を行う
こと。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（アクセス
ルートの確保）

【5.  操作性及び試験・検査性　(1)　操作性の
確保】
・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象
及び人為事象のうち森林火災及び近隣工場等の火
災に対しては，消防車による初期消火活動を行う
こと。

－ － － － －

172

・屋内のアクセスルートにおいては，機器からの溢水及び化学薬品漏えい
を考慮し，防護具を配備し，必要に応じて着用すること。また，地震時に
通行が阻害されないように，アクセスルート上の資機材の落下防止，転倒
防止及び固縛の措置並びに火災の発生防止対策を実施すること。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（アクセス
ルートの確保）

【5.  操作性及び試験・検査性　(1)　操作性の
確保】
・屋内のアクセスルートにおいては，機器からの
溢水及び化学薬品漏えいを考慮し，防護具を配備
し，必要に応じて着用すること。また，地震時に
通行が阻害されないように，アクセスルート上の
資機材の落下防止，転倒防止及び固縛の措置並び
に火災の発生防止対策を実施すること。万一通行
が阻害される場合は迂回する又は乗り越える。

－ － － － －

173

・屋外及び屋内のアクセスルートにおいては，被ばくを考慮した放射線防
護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること。ま
た，夜間及び停電時の確実な運搬や移動のため可搬型照明を配備するこ
と。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（アクセス
ルートの確保）

【5.  操作性及び試験・検査性　(1)　操作性の
確保】
・屋外及び屋内のアクセスルートにおいては，被
ばくを考慮した放射線防護具の配備を行い，移動
時及び作業時の状況に応じて着用すること。ま
た，夜間及び停電時の確実な運搬や移動のため可
搬型照明を配備すること。

【Ⅵ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の保
管場所及びアクセスルート】
アクセスルートの確保について，周辺斜面の崩壊
等に対する考慮を「Ⅴ－１－１－４－２－２　可
搬型重大事故等対処設備の保管場所等の設計方
針」に示す。

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

5.  操作性及び試験・検査性
(1)　操作性の確保

Ⅵ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の保管
場所及びアクセスルート
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

167

再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路を確保するために，上記の設計に
加え，以下を保安規定に定めて，管理する。
・尾駮沼取水場所Ａ，尾駮沼取水場所Ｂ又は二又川取水場所Ａ(以下「敷
地外水源」という。)の取水場所及び取水場所への屋外のアクセスルート
に遡上するおそれのある津波に対しては，津波警報の解除後に対応を開始
すること。また，津波警報の発令を確認時にこれらの場所において対応中
の場合に備え，非常時対策組織要員及び可搬型重大事故等対処設備を一時
的に退避すること。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（アクセス
ルートの確保）

168

・屋外のアクセスルートは，「3.1　地震による損傷の防止」にて考慮す
る地震の影響による周辺斜面の崩壊，道路面のすべりによる崩壊土砂及び
不等沈下等に伴う段差の発生が想定される箇所においては，ホイールロー
ダにより復旧すること。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（アクセス
ルートの確保）

169

・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍結及び積雪に対
して，道路については，融雪剤を配備すること。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（アクセス
ルートの確保）

170

・敷地内における化学物質の漏えいに対して薬品防護具を配備し，必要に
応じて着用すること。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（アクセス
ルートの確保）

171

・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象及び人為事象のうち森林
火災及び近隣工場等の火災に対しては，消防車による初期消火活動を行う
こと。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（アクセス
ルートの確保）

172

・屋内のアクセスルートにおいては，機器からの溢水及び化学薬品漏えい
を考慮し，防護具を配備し，必要に応じて着用すること。また，地震時に
通行が阻害されないように，アクセスルート上の資機材の落下防止，転倒
防止及び固縛の措置並びに火災の発生防止対策を実施すること。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（アクセス
ルートの確保）

173

・屋外及び屋内のアクセスルートにおいては，被ばくを考慮した放射線防
護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること。ま
た，夜間及び停電時の確実な運搬や移動のため可搬型照明を配備するこ
と。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（アクセス
ルートの確保）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 基本方針（アクセスルートの確保） 基本方針（アクセスルートの確保） － －

【5.  操作性及び試験・検査性　(1)　操作性の
確保】
再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路を確保す
るために，上記の設計に加え，以下を保安規定に
定めて，管理する。

・尾駮沼取水場所Ａ，尾駮沼取水場所Ｂ又は二又
川取水場所Ａ(以下「敷地外水源」という。)の取
水場所及び取水場所への屋外のアクセスルートに
遡上するおそれのある津波に対しては，津波警報
の解除後に対応を開始すること。また，津波警報
の発令を確認時にこれらの場所において対応中の
場合に備え，非常時対策組織要員及び可搬型重大
事故等対処設備を一時的に退避すること。

〇 基本方針（アクセスルートの確保） 基本方針（アクセスルートの確保） － －

【5.  操作性及び試験・検査性　(1)　操作性の
確保】
・屋外のアクセスルートは，「Ⅳ 再処理施設の
耐震性に関する説明書」にて考慮する地震の影響
による周辺斜面の崩壊，道路面のすべりによる崩
壊土砂及び不等沈下等に伴う段差の発生が想定さ
れる箇所においては，ホイールローダにより復旧
すること。

〇 基本方針（アクセスルートの確保） 基本方針（アクセスルートの確保） － －

【5.  操作性及び試験・検査性　(1)　操作性の
確保】
・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象
のうち凍結及び積雪に対して，道路については，
融雪剤を配備すること。

〇 基本方針（アクセスルートの確保） 基本方針（アクセスルートの確保） － －

【5.  操作性及び試験・検査性　(1)　操作性の
確保】
・敷地内における化学物質の漏えいに対して薬品
防護具を配備し，必要に応じて着用すること。

〇 基本方針（アクセスルートの確保） 基本方針（アクセスルートの確保） － －

【5.  操作性及び試験・検査性　(1)　操作性の
確保】
・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象
及び人為事象のうち森林火災及び近隣工場等の火
災に対しては，消防車による初期消火活動を行う
こと。

〇 基本方針（アクセスルートの確保） 基本方針（アクセスルートの確保） － －

【5.  操作性及び試験・検査性　(1)　操作性の
確保】
・屋内のアクセスルートにおいては，機器からの
溢水及び化学薬品漏えいを考慮し，防護具を配備
し，必要に応じて着用すること。また，地震時に
通行が阻害されないように，アクセスルート上の
資機材の落下防止，転倒防止及び固縛の措置並び
に火災の発生防止対策を実施すること。万一通行
が阻害される場合は迂回する又は乗り越える。

〇 基本方針（アクセスルートの確保） 基本方針（アクセスルートの確保） － －

【5.  操作性及び試験・検査性　(1)　操作性の
確保】
・屋外及び屋内のアクセスルートにおいては，被
ばくを考慮した放射線防護具の配備を行い，移動
時及び作業時の状況に応じて着用すること。ま
た，夜間及び停電時の確実な運搬や移動のため可
搬型照明を配備すること。

【Ⅵ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の保
管場所及びアクセスルート】
アクセスルートの確保について，周辺斜面の崩壊
等に対する考慮を「Ⅴ－１－１－４－２－２　可
搬型重大事故等対処設備の保管場所等の設計方
針」に示す。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

5.  操作性及び試験・検査性
(1)　操作性の確保

Ⅵ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の保管
場所及びアクセスルート

714



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

174

(2) 試験・検査性
重大事故等対処設備は，通常時において，重大事故等への対処に必要な機
能を確認するための試験又は検査並びに当該機能を健全に維持するための
保守及び修理が実施できるよう，機能・性能の確認，漏えいの有無の確
認，分解点検等ができる構造とする。

冒頭宣言 基本方針(重大事故等対処設備)
基本方針（試験・検査
性）

－ － － － －

175

試験又は検査は，使用前事業者検査，定期事業者検査，自主検査等が実施
可能な設計とする。

冒頭宣言 基本方針(重大事故等対処設備)
基本方針（試験・検査
性）

－ － － － －

176

また，保守及び修理は，維持活動としての点検(日常の運転管理の活用を
含む。)，取替え，保修等が実施可能な設計とする。

冒頭宣言 基本方針(重大事故等対処設備)
基本方針（試験・検査
性）

－ － － － －

177

再処理施設の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は，再処理施設
の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き，定期的な試験又は検査ができる
設計とする。また，多様性又は多重性を備えた系統及び機器にあっては，
各々が独立して試験又は検査並びに保守及び修理ができる設計とする。

冒頭宣言 基本方針(重大事故等対処設備)
基本方針（試験・検査
性）

－ － － － －

178

構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は，原則として分
解・開放(非破壊検査を含む。)が可能な設計とし，機能・性能確認，各部
の経年劣化対策及び日常点検を考慮することにより，分解・開放が不要な
ものについては外観の確認が可能な設計とする。

冒頭宣言 基本方針(重大事故等対処設備)
基本方針（試験・検査
性）

－ － － － －

179

9.2.6 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計
(1) 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計の基本方針

基準地震動Ｓｓを超える地震動に対して機能維持が必要な施設について
は，重大事故等対処施設及び安全機能を有する施設の耐震設計における設
計方針を踏襲し，重大事故等対処施設の構造上の特徴，重大事故等の状態
で施設に作用する荷重等を考慮し，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対
して，機能が損なわれるおそれがないことを目的として，以下のとおり耐
震設計を行う。 冒頭宣言 基本方針

基本方針（地震を要因
とする重大事故等に対
する施設の耐震設計）

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計

【6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
(1)地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計の基本方針
基準地震動Ｓｓを超える地震動に対して機能維持
が必要な施設については，重大事故等対処施設及
び安全機能を有する施設の耐震設計における設計
方針を踏襲し，重大事故等対処施設の構造上の特
徴，重大事故等の状態で施設に作用する荷重等を
考慮し，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対し
て，機能が損なわれるおそれがないことを目的と
して，以下のとおり耐震設計を行う。

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

5.  操作性及び試験・検査性
(2)　試験・検査性

【5.  操作性及び試験・検査性　(2)　試験・検
査性】
・重大事故等対処設備は，通常時において，重大
事故等への対処に必要な機能を確認するための試
験又は検査並びに当該機能を健全に維持するため
の保守及び修理が実施できるよう，機能・性能の
確認，漏えいの有無の確認，分解点検等ができる
構造とする。
・試験又は検査は，使用前事業者検査，定期事業
者検査，自主検査等が実施可能な設計とする。
・また，保守及び修理は，維持活動としての点検
(日常の運転管理の活用を含む。)，取替え，保修
及び改造が実施可能な設計とする。
・再処理施設の運転中に待機状態にある重大事故
等対処設備は，再処理施設の運転に大きな影響を
及ぼす場合を除き，定期的な試験又は検査ができ
る設計とする。また，多様性又は多重性を備えた
系統及び機器にあっては，各々が独立して試験又
は検査並びに保守及び修理ができる設計とする。
・構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必
要な設備は，原則として分解・開放(非破壊検査
を含む。)が可能な設計とし，機能・性能確認，
各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮すること
により，分解・開放が不要なものについては外観
の確認が可能な設計とする。
・重大事故等対処設備は，具体的に以下の機器区
分毎に示す試験・検査が実施可能な設計とし，そ
の設計に該当しない設備は個別の設計とする。
a. ポンプ，ファン，圧縮機
・分解が可能な設計とする。また， 所定の機
能・性能の確認が可能な設計とする。これらの確
認にあたっては， 他の系統へ悪影響を及ぼさな
い設計とする。
・可搬型設備については， 分解又は取替が可能
な設計とする。
・ポンプ車は， 車両として運転状態の確認及び
外観の確認が可能な設計とする。
b. 弁（手動弁，電動弁，空気作動弁，安全弁）
・分解が可能な設計とする。また， 所定の機
能・性能の確認及び漏えいの有無の確認が可能な
設計とする。これらの確認にあたっては， 他の
系統へ悪影響を及ぼさない設計とする。
・可搬型設備については，分解又は取替が可能な
設計とする。
c. 容器（タンク類）
・漏えいの有無の確認が可能な設計とする。この
確認にあたっては， 他の系統へ悪影響を及ぼさ
ない設計とする。
・ボンベ等の圧力容器については， 規定圧力の
確認及び外観の確認が可能な設計とする。
・軽油， 重油貯蔵タンクは， 油量を確認できる
設計とする。
・タンクローリは， 車両としての運転状態の確
認及び外観の確認が可能な設計とする。
d. 熱交換器
・開放により内部の確認が可能な設計とし，他の
系統へ悪影響を及ぼさない設計とする。
e. フィルタ類
・機能・性能の確認が可能な設計とする。
・可搬型設備については， 分解又は取替が可能
な設計とする。
f. 流路
・外観の確認が可能な設計とする。流路（バウン
ダリ含む）を構成するポンプ，弁等についても同
様の設計とする。確認にあたっては，他の系統へ
悪影響を及ぼさない設計とする。
g．その他静的機器
・外観の確認が可能な設計とする。
h. 発電機（内燃機関含む）
・分解が可能な設計とする。また，所定の負荷に
より機能・性能の確認が可能な設計とする。
・可搬型設備については，分解又は取替が可能な
設計とする。
i.その他電気設備
・所定の負荷，絶縁抵抗測定により，機能・性能
の確認が可能な設計とする。
j.計測制御設備
・模擬入力により機能・性能の確認（特性確認又
は設定値確認）校正が可能な設計とする。
・論理回路を有する設備は，模擬入力による機能
確認として，論理回路作動確認が可能な設計とす
る。
k 遮蔽
・主要部分の断面寸法の確認が可能な設計とす
る。
・外観の確認が可能な設計とする。
l. 通信連絡設備
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計
とする。
m.放射線関係設備
・模擬入力等による機能・性能の確認及び校正が
可能な設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

174

(2) 試験・検査性
重大事故等対処設備は，通常時において，重大事故等への対処に必要な機
能を確認するための試験又は検査並びに当該機能を健全に維持するための
保守及び修理が実施できるよう，機能・性能の確認，漏えいの有無の確
認，分解点検等ができる構造とする。

冒頭宣言 基本方針(重大事故等対処設備)
基本方針（試験・検査
性）

175

試験又は検査は，使用前事業者検査，定期事業者検査，自主検査等が実施
可能な設計とする。

冒頭宣言 基本方針(重大事故等対処設備)
基本方針（試験・検査
性）

176

また，保守及び修理は，維持活動としての点検(日常の運転管理の活用を
含む。)，取替え，保修等が実施可能な設計とする。

冒頭宣言 基本方針(重大事故等対処設備)
基本方針（試験・検査
性）

177

再処理施設の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は，再処理施設
の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き，定期的な試験又は検査ができる
設計とする。また，多様性又は多重性を備えた系統及び機器にあっては，
各々が独立して試験又は検査並びに保守及び修理ができる設計とする。

冒頭宣言 基本方針(重大事故等対処設備)
基本方針（試験・検査
性）

178

構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は，原則として分
解・開放(非破壊検査を含む。)が可能な設計とし，機能・性能確認，各部
の経年劣化対策及び日常点検を考慮することにより，分解・開放が不要な
ものについては外観の確認が可能な設計とする。

冒頭宣言 基本方針(重大事故等対処設備)
基本方針（試験・検査
性）

179

9.2.6 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計
(1) 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計の基本方針

基準地震動Ｓｓを超える地震動に対して機能維持が必要な施設について
は，重大事故等対処施設及び安全機能を有する施設の耐震設計における設
計方針を踏襲し，重大事故等対処施設の構造上の特徴，重大事故等の状態
で施設に作用する荷重等を考慮し，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対
して，機能が損なわれるおそれがないことを目的として，以下のとおり耐
震設計を行う。 冒頭宣言 基本方針

基本方針（地震を要因
とする重大事故等に対
する施設の耐震設計）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 基本方針(重大事故等対処設備) 基本方針(重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(重大事故等対処設備) 基本方針(重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(重大事故等対処設備) 基本方針(重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(重大事故等対処設備) 基本方針(重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(重大事故等対処設備) 基本方針(重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針 基本方針 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計

【6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
(1)地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計の基本方針
基準地震動Ｓｓを超える地震動に対して機能維持
が必要な施設については，重大事故等対処施設及
び安全機能を有する施設の耐震設計における設計
方針を踏襲し，重大事故等対処施設の構造上の特
徴，重大事故等の状態で施設に作用する荷重等を
考慮し，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対し
て，機能が損なわれるおそれがないことを目的と
して，以下のとおり耐震設計を行う。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

5.  操作性及び試験・検査性
(2)　試験・検査性

【5.  操作性及び試験・検査性　(2)　試験・検
査性】
・重大事故等対処設備は，通常時において，重大
事故等への対処に必要な機能を確認するための試
験又は検査並びに当該機能を健全に維持するため
の保守及び修理が実施できるよう，機能・性能の
確認，漏えいの有無の確認，分解点検等ができる
構造とする。
・試験又は検査は，使用前事業者検査，定期事業
者検査，自主検査等が実施可能な設計とする。
・また，保守及び修理は，維持活動としての点検
(日常の運転管理の活用を含む。)，取替え，保修
及び改造が実施可能な設計とする。
・再処理施設の運転中に待機状態にある重大事故
等対処設備は，再処理施設の運転に大きな影響を
及ぼす場合を除き，定期的な試験又は検査ができ
る設計とする。また，多様性又は多重性を備えた
系統及び機器にあっては，各々が独立して試験又
は検査並びに保守及び修理ができる設計とする。
・構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必
要な設備は，原則として分解・開放(非破壊検査
を含む。)が可能な設計とし，機能・性能確認，
各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮すること
により，分解・開放が不要なものについては外観
の確認が可能な設計とする。
・重大事故等対処設備は，具体的に以下の機器区
分毎に示す試験・検査が実施可能な設計とし，そ
の設計に該当しない設備は個別の設計とする。
a. ポンプ，ファン，圧縮機
・分解が可能な設計とする。また， 所定の機
能・性能の確認が可能な設計とする。これらの確
認にあたっては， 他の系統へ悪影響を及ぼさな
い設計とする。
・可搬型設備については， 分解又は取替が可能
な設計とする。
・ポンプ車は， 車両として運転状態の確認及び
外観の確認が可能な設計とする。
b. 弁（手動弁，電動弁，空気作動弁，安全弁）
・分解が可能な設計とする。また， 所定の機
能・性能の確認及び漏えいの有無の確認が可能な
設計とする。これらの確認にあたっては， 他の
系統へ悪影響を及ぼさない設計とする。
・可搬型設備については，分解又は取替が可能な
設計とする。
c. 容器（タンク類）
・漏えいの有無の確認が可能な設計とする。この
確認にあたっては， 他の系統へ悪影響を及ぼさ
ない設計とする。
・ボンベ等の圧力容器については， 規定圧力の
確認及び外観の確認が可能な設計とする。
・軽油， 重油貯蔵タンクは， 油量を確認できる
設計とする。
・タンクローリは， 車両としての運転状態の確
認及び外観の確認が可能な設計とする。
d. 熱交換器
・開放により内部の確認が可能な設計とし，他の
系統へ悪影響を及ぼさない設計とする。
e. フィルタ類
・機能・性能の確認が可能な設計とする。
・可搬型設備については， 分解又は取替が可能
な設計とする。
f. 流路
・外観の確認が可能な設計とする。流路（バウン
ダリ含む）を構成するポンプ，弁等についても同
様の設計とする。確認にあたっては，他の系統へ
悪影響を及ぼさない設計とする。
g．その他静的機器
・外観の確認が可能な設計とする。
h. 発電機（内燃機関含む）
・分解が可能な設計とする。また，所定の負荷に
より機能・性能の確認が可能な設計とする。
・可搬型設備については，分解又は取替が可能な
設計とする。
i.その他電気設備
・所定の負荷，絶縁抵抗測定により，機能・性能
の確認が可能な設計とする。
j.計測制御設備
・模擬入力により機能・性能の確認（特性確認又
は設定値確認）校正が可能な設計とする。
・論理回路を有する設備は，模擬入力による機能
確認として，論理回路作動確認が可能な設計とす
る。
k 遮蔽
・主要部分の断面寸法の確認が可能な設計とす
る。
・外観の確認が可能な設計とする。
l. 通信連絡設備
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計
とする。
m.放射線関係設備
・模擬入力等による機能・性能の確認及び校正が
可能な設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

180

ａ．事業指定(変更許可)における重大事故の発生を仮定する際の条件の設
定及び重大事故の発生を仮定する機器の特定において，基準地震動Ｓｓの
1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とした設備(以下「起因
に対し発生防止を期待する設備」という。)は，基準地震動Ｓｓを1.2倍し
た地震力に対して，静的な閉じ込め機能，崩壊熱等の除去機能，核的制限
値の維持機能及び転倒・落下防止機能を損なわない設計とする。
起因に対し発生防止を期待する設備を設置する建物・構築物は，基準地震
動Ｓｓを1.2倍した地震力によって設置する建物・構築物に生じる変形等
の地震影響においても，起因に対し発生防止を期待する設備を支持できる
設計とする。

評価要求
再処理施設　各建屋
重大事故等対処設備

評価（耐震） － － － － －

181

ｂ．地震を要因として発生する重大事故等に対処する常設重大事故等対処
設備(以下「対処する常設重大事故等対処設備」という。)は，基準地震動
Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，想定する重大事故等を踏まえ，崩壊熱
除去，水素掃気，放出経路の維持及び放出抑制等の地震を要因として発生
する重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。
対処する常設重大事故等対処設備は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力
によって設置する建物・構築物に生じる変形等の地震影響を考慮し，地震
を要因として発生する重大事故等に対処するために必要な機能が維持でき
る設計とする。
対処する常設重大事故等対処設備を設置する建物・構築物は，基準地震動
Ｓｓを1.2倍した地震力によって設置する建物・構築物に生じる変形等の
地震影響においても，対処する常設重大事故等対処設備を支持できる設計
並びに重大事故等の対処に係る操作場所及びアクセスルートが保持できる
設計とする。

評価要求
再処理施設　各建屋
重大事故等対処設備

評価（耐震） － － － － －

－ － － － －

－ － － － －

183

(2)地震力の算定方法
地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計に用
いる動的地震力は，「第１章　3.自然現象等」における「3.1.1(3)b.(a)
入力地震動」の解放基盤表面で定義する基準地震動Ｓｓの加速度を1.2倍
した地震動により算定した地震力を適用する。

定義 基本方針
基本方針
評価条件

【6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
(2)　地震力の算定方法
地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等
対処施設の耐震設計に用いる動的地震力は，「第
１章　3.自然現象等」における「3.1.1(3)b.(a)
入力地震動」 の解放基盤表面で定義する基準地
震動Ｓｓの加速度を1.2倍した地震動により算定
した地震力を適用する。

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計

【6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
ａ．事業指定(変更許可)における重大事故の発生
を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発生を
仮定する機器の特定において，基準地震動Ｓｓの
1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設
計とした設備(以下「起因に対し発生防止を期待
する設備」という。)は，基準地震動Ｓｓを1.2倍
した地震力に対して，重大事故等への対処に必要
な 機能を損なわない設計とする。
起因に対し発生防止を期待する設備を設置する建
物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震
力によって設置する建物・構築物に生じる変形等
の地震影響においても，起因に対し発生防止を期
待する設備を支持できる設計とする。
ｂ．地震を要因として発生する重大事故等に対処
する常設重大事故等対処設備(以下「対処する常
設重大事故等対処設備」という。)は，基準地震
動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，想定する重
大事故等を踏まえ，崩壊熱除去，水素掃気，放出
経路の維持及び放出抑制等の地震を要因として発
生する重大事故等に対処するために必要な機能を
損なわない設計とする。
対処する常設重大事故等対処設備は，基準地震動
Ｓｓを1.2倍した地震力によって設置する建物・
構築物に生じる変形等の地震影響を考慮し，地震
を要因として発生する重大事故等に対処するため
に必要な機能が維持できる設計とする。
対処する常設重大事故等対処設備を設置する建
物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震
力によって設置する建物・構築物に生じる変形等
の地震影響においても，対処する常設重大事故等
対処設備を支持できる設計並びに重大事故等の対
処に係る操作場所及びアクセスルートが保持でき
る設計とする。
ｃ．地震を要因として発生する重大事故等に対処
する可搬型重大事故等対処設備(以下「対処する
可搬型重大事故等対処設備」という。)は，各保
管場所における基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震
力に対して，想定する重大事故等を踏まえ，崩壊
熱除去，水素掃気，放出経路の維持及び放出抑制
等 の地震を要因として発生する重大事故等に対
処するために必要な機能を損なわないよう，転倒
しないよう固縛等の措置を講ずるとともに，動的
機器については加振試験等により地震を要因とし
て発生する重大事故等に対処するために必要な機
能が損なわれない設計とする。また，ホース等
の静的機器は，複数の保管場所に分散して保管す
ることにより，地震を要因として発生する重大事
故等に対処するために必要な機能を損なわない設
計とする。

対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建
物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震
力によって保管する建物・構築物に生じる変形等
の地震影響においても，保管場所，操作場所及び
アクセスルートが保持できる設計とする。
起因に対し発生防止を期待する設備，対処する常
設重大事故等対処設備及び対処する可搬型重大事
故等対処設備は，個別の設備の機能や設計を踏ま
えて，地震を要因とする重大事故等時において，
基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力による影響に
よって，機能を損なわない設計とする。

可搬型重大事故等対処設備 評価（耐震）182

ｃ．地震を要因として発生する重大事故等に対処する可搬型重大事故等対
処設備(以下「対処する可搬型重大事故等対処設備」という。)は，各保管
場所における基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，想定する重大
事故等を踏まえ，崩壊熱除去，水素掃気，放出経路の維持及び放出抑制等
の地震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要な機能を損
なわないよう，転倒しないよう固縛等の措置を講ずるとともに，動的機器
については加振試験等により地震を要因として発生する重大事故等に対処
するために必要な機能が損なわれない設計とする。また，ホース等 の静
的機器は，複数の保管場所に分散して保管することにより，地震を要因と
して発生する重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計と
する。

対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物は，基準地震
動Ｓｓを1.2倍した地震力によって保管する建物・構築物に生じる変形等
の地震影響においても，保管場所，操作場所及びアクセスルートが保持で
きる設計とする。
起因に対し発生防止を期待する設備，対処する常設重大事故等対処設備及
び対処する可搬型重大事故等対処設備は，個別の設備の機能や設計を踏ま
えて，地震を要因とする重大事故等時において，基準地震動Ｓｓを1.2倍
した地震力による影響によって，機能を損なわない設計とする。

評価要求
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

180

ａ．事業指定(変更許可)における重大事故の発生を仮定する際の条件の設
定及び重大事故の発生を仮定する機器の特定において，基準地震動Ｓｓの
1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とした設備(以下「起因
に対し発生防止を期待する設備」という。)は，基準地震動Ｓｓを1.2倍し
た地震力に対して，静的な閉じ込め機能，崩壊熱等の除去機能，核的制限
値の維持機能及び転倒・落下防止機能を損なわない設計とする。
起因に対し発生防止を期待する設備を設置する建物・構築物は，基準地震
動Ｓｓを1.2倍した地震力によって設置する建物・構築物に生じる変形等
の地震影響においても，起因に対し発生防止を期待する設備を支持できる
設計とする。

評価要求
再処理施設　各建屋
重大事故等対処設備

評価（耐震）

181

ｂ．地震を要因として発生する重大事故等に対処する常設重大事故等対処
設備(以下「対処する常設重大事故等対処設備」という。)は，基準地震動
Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，想定する重大事故等を踏まえ，崩壊熱
除去，水素掃気，放出経路の維持及び放出抑制等の地震を要因として発生
する重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。
対処する常設重大事故等対処設備は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力
によって設置する建物・構築物に生じる変形等の地震影響を考慮し，地震
を要因として発生する重大事故等に対処するために必要な機能が維持でき
る設計とする。
対処する常設重大事故等対処設備を設置する建物・構築物は，基準地震動
Ｓｓを1.2倍した地震力によって設置する建物・構築物に生じる変形等の
地震影響においても，対処する常設重大事故等対処設備を支持できる設計
並びに重大事故等の対処に係る操作場所及びアクセスルートが保持できる
設計とする。

評価要求
再処理施設　各建屋
重大事故等対処設備

評価（耐震）

183

(2)地震力の算定方法
地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計に用
いる動的地震力は，「第１章　3.自然現象等」における「3.1.1(3)b.(a)
入力地震動」の解放基盤表面で定義する基準地震動Ｓｓの加速度を1.2倍
した地震動により算定した地震力を適用する。

定義 基本方針
基本方針
評価条件

可搬型重大事故等対処設備 評価（耐震）182

ｃ．地震を要因として発生する重大事故等に対処する可搬型重大事故等対
処設備(以下「対処する可搬型重大事故等対処設備」という。)は，各保管
場所における基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，想定する重大
事故等を踏まえ，崩壊熱除去，水素掃気，放出経路の維持及び放出抑制等
の地震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要な機能を損
なわないよう，転倒しないよう固縛等の措置を講ずるとともに，動的機器
については加振試験等により地震を要因として発生する重大事故等に対処
するために必要な機能が損なわれない設計とする。また，ホース等 の静
的機器は，複数の保管場所に分散して保管することにより，地震を要因と
して発生する重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計と
する。

対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物は，基準地震
動Ｓｓを1.2倍した地震力によって保管する建物・構築物に生じる変形等
の地震影響においても，保管場所，操作場所及びアクセスルートが保持で
きる設計とする。
起因に対し発生防止を期待する設備，対処する常設重大事故等対処設備及
び対処する可搬型重大事故等対処設備は，個別の設備の機能や設計を踏ま
えて，地震を要因とする重大事故等時において，基準地震動Ｓｓを1.2倍
した地震力による影響によって，機能を損なわない設計とする。

評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇
使用済燃料受入れ貯蔵建屋
重大事故等対処設備

使用済燃料受入れ貯蔵建屋
重大事故等対処設備

－ － －

〇
使用済燃料受入れ貯蔵建屋
重大事故等対処設備

使用済燃料受入れ貯蔵建屋
重大事故等対処設備

－ － －

〇 基本方針 基本方針 － － －

【6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
(2)　地震力の算定方法
地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等
対処施設の耐震設計に用いる動的地震力は，「第
１章　3.自然現象等」における「3.1.1(3)b.(a)
入力地震動」 の解放基盤表面で定義する基準地
震動Ｓｓの加速度を1.2倍した地震動により算定
した地震力を適用する。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計

【6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
ａ．事業指定(変更許可)における重大事故の発生
を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発生を
仮定する機器の特定において，基準地震動Ｓｓの
1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設
計とした設備(以下「起因に対し発生防止を期待
する設備」という。)は，基準地震動Ｓｓを1.2倍
した地震力に対して，重大事故等への対処に必要
な 機能を損なわない設計とする。
起因に対し発生防止を期待する設備を設置する建
物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震
力によって設置する建物・構築物に生じる変形等
の地震影響においても，起因に対し発生防止を期
待する設備を支持できる設計とする。
ｂ．地震を要因として発生する重大事故等に対処
する常設重大事故等対処設備(以下「対処する常
設重大事故等対処設備」という。)は，基準地震
動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，想定する重
大事故等を踏まえ，崩壊熱除去，水素掃気，放出
経路の維持及び放出抑制等の地震を要因として発
生する重大事故等に対処するために必要な機能を
損なわない設計とする。
対処する常設重大事故等対処設備は，基準地震動
Ｓｓを1.2倍した地震力によって設置する建物・
構築物に生じる変形等の地震影響を考慮し，地震
を要因として発生する重大事故等に対処するため
に必要な機能が維持できる設計とする。
対処する常設重大事故等対処設備を設置する建
物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震
力によって設置する建物・構築物に生じる変形等
の地震影響においても，対処する常設重大事故等
対処設備を支持できる設計並びに重大事故等の対
処に係る操作場所及びアクセスルートが保持でき
る設計とする。
ｃ．地震を要因として発生する重大事故等に対処
する可搬型重大事故等対処設備(以下「対処する
可搬型重大事故等対処設備」という。)は，各保
管場所における基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震
力に対して，想定する重大事故等を踏まえ，崩壊
熱除去，水素掃気，放出経路の維持及び放出抑制
等 の地震を要因として発生する重大事故等に対
処するために必要な機能を損なわないよう，転倒
しないよう固縛等の措置を講ずるとともに，動的
機器については加振試験等により地震を要因とし
て発生する重大事故等に対処するために必要な機
能が損なわれない設計とする。また，ホース等
の静的機器は，複数の保管場所に分散して保管す
ることにより，地震を要因として発生する重大事
故等に対処するために必要な機能を損なわない設
計とする。

対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建
物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震
力によって保管する建物・構築物に生じる変形等
の地震影響においても，保管場所，操作場所及び
アクセスルートが保持できる設計とする。
起因に対し発生防止を期待する設備，対処する常
設重大事故等対処設備及び対処する可搬型重大事
故等対処設備は，個別の設備の機能や設計を踏ま
えて，地震を要因とする重大事故等時において，
基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力による影響に
よって，機能を損なわない設計とする。

〇 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 － － －
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説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

186

b.荷重の種類
(a)建物・構築物
第1章　共通項目の「3.1.1　耐震設計」の「(4)　荷重の組合せと許容限
界」の「b.　荷重の種類」の「(b)　重大事故等対処施設」に基づく設計
とし，その場合において「重大事故等」を「地震を要因とする重大事故
等」に，「地震力」を「基準地震動Ssを1.2倍した地震力」と読み替えて
適用する。なお，対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する重大事故
等対処施設の建物・構築物も同様に適用する。 定義 基本方針

基本方針
評価条件

【6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
b.　荷重の種類
(a)　建物・構築物
「Ⅳ-１-１　耐震設計の基本方針」の「5.1.2
荷重の種類」の「(2)　重大事故等対処施設」の
「a.　建物・構築物」に基づく設計とし，その場
合において「重大事故等」を「地震を要因とする
重大事故等」に，「地震力」を「基準地震動Ssを
1.2倍した地震力」と読み替えて適用する。な
お，対処する可搬型重大事故等対処設備を保管す
る重大事故等対処施設の建物・構築物も同様に適
用する。

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

　

  

【6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
(3)　荷重の組合せと許容限界
地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等
対処施設の耐震設計における荷重の組合せと許容
限界は，以下によるものとする。

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等
対処施設の耐震設計においては，必要な機能であ
る崩壊熱除去，水素掃気，放出経路の維持，放出
抑制， 操作場所及びアクセスルートの保持機
能，保管場所の保持機能，支持機能等を維持する
設計とする。
建物・構築物に要求される操作場所及びアクセス
ルートの保持機能，保管場所の保持機能並びに支
持機能については，基準地震動Ｓｓを1.2倍した
地震力に対して，当該機能が要求される施設の構
造強度を確保することで機能を維持できる設計と
する。
機器・配管系に要求される崩壊熱除去，水素掃
気，放出経路の維持及び放出抑制 等について
は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し
て，当該機能が要求される施設の構造強度を確保
することで機能を維持できる設計とする。
また，機器・配管系に要求される崩壊熱除去，水
素掃気，放出経路の維持及び放出抑制 について
は，構造強度を確保するとともに，当該機能が要
求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に
設定することで機能を維持できる設計とする。
可搬型設備に要求される崩壊熱除去，水素掃気，
放出経路の維持及び放出抑制 ，支援機能等につ
いては，可搬型設備の特性に応じて，構造強度を
確保する又は当該機能が要求される各施設の特性
に応じて許容限界を適切に設定することで機能が
維持できる設計とする。

a.　耐震設計上考慮する状態
地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)　建物・構築物
「Ⅳ-1-1　耐震設計の基本方針」の「5.1.1　耐
震設計上考慮する状態」の「(2)　重大事故等対
処施設」の「a.　建物・構築物」に基づく設計と
し，その場合において「重大事故等」を「地震を
要因とする重大事故等」に読み替えて適用する。
なお，対処する可搬型重大事故等対処設備を保管
する重大事故等対処施設の建物・構築物も同様に
適用する。

【6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
(b)　機器・配管系
「Ⅳ-1-1　耐震設計の基本方針」の「5.1.1　耐
震設計上考慮する状態」の「(2)　重大事故等対
処施設」の「b.　機器・配管系」に基づく設計と
し，その場合において「重大事故等」を「地震を
要因とする重大事故等」に読み替えて適用する。
(c)　可搬型設備
イ.　通常時の状態
当該設備を保管している状態。
ロ.　地震を要因とする重大事故等時の状態
再処理施設が，地震を要因とする重大事故等に至
るおそれがある事故又は地震を要因とする重大事
故等の状態で，対処する可搬型重大事故等対処設
備の機能を必要とする状態。
ハ.　設計用自然条件
屋外に保管している場合に設計上基本的に考慮し
なければならない自然条件（積雪，風）。

184

(3)荷重の組合せと許容限界
地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計にお
ける荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計にお
いては，必要な機能である崩壊熱除去，水素掃気，放出経路の維持，放出
抑制， 操作場所及びアクセスルートの保持機能，保管場所の保持機能，
支持機能等を維持する設計とする。
建物・構築物に要求される操作場所及びアクセスルートの保持機能，保管
場所の保持機能並びに支持機能については，基準地震動Ｓｓを1.2倍した
地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで
機能を維持できる設計とする。
機器・配管系に要求される崩壊熱除去，水素掃気，放出経路の維持及び放
出抑制 等については，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，当該
機能が要求される施設の構造強度を確保することで機能を維持できる設計
とする。
また，機器・配管系に要求される崩壊熱除去，水素掃気，放出経路の維持
及び放出抑制 については，構造強度を確保するとともに，当該機能が要
求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定することで機能を維
持できる設計とする。
可搬型設備に要求される崩壊熱除去，水素掃気，放出経路の維持及び放出
抑制 ，支援機能等については，可搬型設備の特性に応じて，構造強度を
確保する又は当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切
に設定することで機能が維持できる設計とする。

a.耐震設計上考慮する状態
地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)　建物・構築物
第1章　共通項目の「3.1.1　耐震設計」の「(4)　荷重の組合せと許容限
界」の「a.　耐震設計上考慮する状態」の「(b)重大事故等対処施設」に
基づく設計とし，その場合において「重大事故等」を「地震を要因とする
重大事故等」に読み替えて適用する。なお，対処する可搬型重大事故等対
処設備を保管する重大事故等対処施設の建物・構築物も同様に適用する。

定義 基本方針
基本方針
評価条件

基本方針
基本方針
評価条件

185

(b)　機器・配管系
第1章　共通項目の「3.1.1　耐震設計」の「(4)　荷重の組合せと許容限
界」の「a.　耐震設計上考慮する状態」の「(b)　重大事故等対処施設」
に基づく設計とし，その場合において「重大事故等」を「地震を要因とす
る重大事故等」に読み替えて適用する。
(c)　可搬型設備
イ.　通常時の状態
当該設備を保管している状態。
ロ.　地震を要因とする重大事故等時の状態
再処理施設が，地震を要因とする重大事故等に至るおそれがある事故又は
地震を要因とする重大事故等の状態で，対処する可搬型重大事故等対処設
備の機能を必要とする状態。
ハ.　設計用自然条件
屋外に保管している場合に設計上基本的に考慮しなければならない自然条
件（積雪，風）。

定義

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計

基本方針
基本方針
評価条件

【6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
(b)　機器・配管系
「Ⅳ-1-1　耐震設計の基本方針」の「5.1.2　荷
重の種類」の「(2)　重大事故等対処施設」の
「b.　機器・配管系」に基づく設計とし，その場
合において「重大事故等」を「地震を要因とする
重大事故等」に，「地震力」を「基準地震動Ssを
1.2倍した地震力」と読み替えて適用する。
(c)　可搬型設備
イ.　通常時に作用している荷重
通常時に作用している荷重は持続的に生じる荷重
であり，自重及び積載荷重とする。
ロ.　地震を要因とする重大事故等時の状態で施
設に作用する荷重
対処する可搬型重大事故等対処設備は，保管状態
であることから重大事故等起因の荷重は考慮しな
い。
ハ.　対処する可搬型重大事故等対処設備の保管
場所における地震力，積雪荷重及び風荷重
対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所に
おける地震力を考慮する。屋外に保管する設備に
ついては，積雪荷重及び風荷重も考慮する。

187

(b)機器・配管系
第1章　共通項目の「3.1.1　耐震設計」の「(4)　荷重の組合せと許容限
界」の「b.　荷重の種類」の「(b)　重大事故等対処施設」に基づく設計
とし，その場合において「重大事故等」を「地震を要因とする重大事故
等」に，「地震力」を「基準地震動Ssを1.2倍した地震力」と読み替えて
適用する。
(c)　可搬型設備
イ.　通常時に作用している荷重
通常時に作用している荷重は持続的に生じる荷重であり，自重及び積載荷
重とする。
ロ.　地震を要因とする重大事故等時の状態で施設に作用する荷重
対処する可搬型重大事故等対処設備は，保管状態であることから重大事故
等起因の荷重は考慮しない。
ハ.　対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力，積
雪荷重及び風荷重
対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力を考慮す
る。屋外に保管する設備については，積雪荷重及び風荷重も考慮する。

定義
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186

b.荷重の種類
(a)建物・構築物
第1章　共通項目の「3.1.1　耐震設計」の「(4)　荷重の組合せと許容限
界」の「b.　荷重の種類」の「(b)　重大事故等対処施設」に基づく設計
とし，その場合において「重大事故等」を「地震を要因とする重大事故
等」に，「地震力」を「基準地震動Ssを1.2倍した地震力」と読み替えて
適用する。なお，対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する重大事故
等対処施設の建物・構築物も同様に適用する。 定義 基本方針

基本方針
評価条件

184

(3)荷重の組合せと許容限界
地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計にお
ける荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計にお
いては，必要な機能である崩壊熱除去，水素掃気，放出経路の維持，放出
抑制， 操作場所及びアクセスルートの保持機能，保管場所の保持機能，
支持機能等を維持する設計とする。
建物・構築物に要求される操作場所及びアクセスルートの保持機能，保管
場所の保持機能並びに支持機能については，基準地震動Ｓｓを1.2倍した
地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで
機能を維持できる設計とする。
機器・配管系に要求される崩壊熱除去，水素掃気，放出経路の維持及び放
出抑制 等については，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，当該
機能が要求される施設の構造強度を確保することで機能を維持できる設計
とする。
また，機器・配管系に要求される崩壊熱除去，水素掃気，放出経路の維持
及び放出抑制 については，構造強度を確保するとともに，当該機能が要
求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定することで機能を維
持できる設計とする。
可搬型設備に要求される崩壊熱除去，水素掃気，放出経路の維持及び放出
抑制 ，支援機能等については，可搬型設備の特性に応じて，構造強度を
確保する又は当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切
に設定することで機能が維持できる設計とする。

a.耐震設計上考慮する状態
地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)　建物・構築物
第1章　共通項目の「3.1.1　耐震設計」の「(4)　荷重の組合せと許容限
界」の「a.　耐震設計上考慮する状態」の「(b)重大事故等対処施設」に
基づく設計とし，その場合において「重大事故等」を「地震を要因とする
重大事故等」に読み替えて適用する。なお，対処する可搬型重大事故等対
処設備を保管する重大事故等対処施設の建物・構築物も同様に適用する。

定義 基本方針
基本方針
評価条件

基本方針
基本方針
評価条件

185

(b)　機器・配管系
第1章　共通項目の「3.1.1　耐震設計」の「(4)　荷重の組合せと許容限
界」の「a.　耐震設計上考慮する状態」の「(b)　重大事故等対処施設」
に基づく設計とし，その場合において「重大事故等」を「地震を要因とす
る重大事故等」に読み替えて適用する。
(c)　可搬型設備
イ.　通常時の状態
当該設備を保管している状態。
ロ.　地震を要因とする重大事故等時の状態
再処理施設が，地震を要因とする重大事故等に至るおそれがある事故又は
地震を要因とする重大事故等の状態で，対処する可搬型重大事故等対処設
備の機能を必要とする状態。
ハ.　設計用自然条件
屋外に保管している場合に設計上基本的に考慮しなければならない自然条
件（積雪，風）。

定義

基本方針
基本方針
評価条件

187

(b)機器・配管系
第1章　共通項目の「3.1.1　耐震設計」の「(4)　荷重の組合せと許容限
界」の「b.　荷重の種類」の「(b)　重大事故等対処施設」に基づく設計
とし，その場合において「重大事故等」を「地震を要因とする重大事故
等」に，「地震力」を「基準地震動Ssを1.2倍した地震力」と読み替えて
適用する。
(c)　可搬型設備
イ.　通常時に作用している荷重
通常時に作用している荷重は持続的に生じる荷重であり，自重及び積載荷
重とする。
ロ.　地震を要因とする重大事故等時の状態で施設に作用する荷重
対処する可搬型重大事故等対処設備は，保管状態であることから重大事故
等起因の荷重は考慮しない。
ハ.　対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力，積
雪荷重及び風荷重
対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力を考慮す
る。屋外に保管する設備については，積雪荷重及び風荷重も考慮する。

定義

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 基本方針 基本方針 － － －

【6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
b.　荷重の種類
(a)　建物・構築物
「Ⅳ-１-１　耐震設計の基本方針」の「5.1.2
荷重の種類」の「(2)　重大事故等対処施設」の
「a.　建物・構築物」に基づく設計とし，その場
合において「重大事故等」を「地震を要因とする
重大事故等」に，「地震力」を「基準地震動Ssを
1.2倍した地震力」と読み替えて適用する。な
お，対処する可搬型重大事故等対処設備を保管す
る重大事故等対処施設の建物・構築物も同様に適
用する。

－ － －

〇 － －

〇 基本方針 基本方針 － － －

　

  

【6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
(3)　荷重の組合せと許容限界
地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等
対処施設の耐震設計における荷重の組合せと許容
限界は，以下によるものとする。

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等
対処施設の耐震設計においては，必要な機能であ
る崩壊熱除去，水素掃気，放出経路の維持，放出
抑制， 操作場所及びアクセスルートの保持機
能，保管場所の保持機能，支持機能等を維持する
設計とする。
建物・構築物に要求される操作場所及びアクセス
ルートの保持機能，保管場所の保持機能並びに支
持機能については，基準地震動Ｓｓを1.2倍した
地震力に対して，当該機能が要求される施設の構
造強度を確保することで機能を維持できる設計と
する。
機器・配管系に要求される崩壊熱除去，水素掃
気，放出経路の維持及び放出抑制 等について
は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し
て，当該機能が要求される施設の構造強度を確保
することで機能を維持できる設計とする。
また，機器・配管系に要求される崩壊熱除去，水
素掃気，放出経路の維持及び放出抑制 について
は，構造強度を確保するとともに，当該機能が要
求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に
設定することで機能を維持できる設計とする。
可搬型設備に要求される崩壊熱除去，水素掃気，
放出経路の維持及び放出抑制 ，支援機能等につ
いては，可搬型設備の特性に応じて，構造強度を
確保する又は当該機能が要求される各施設の特性
に応じて許容限界を適切に設定することで機能が
維持できる設計とする。

a.　耐震設計上考慮する状態
地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)　建物・構築物
「Ⅳ-1-1　耐震設計の基本方針」の「5.1.1　耐
震設計上考慮する状態」の「(2)　重大事故等対
処施設」の「a.　建物・構築物」に基づく設計と
し，その場合において「重大事故等」を「地震を
要因とする重大事故等」に読み替えて適用する。
なお，対処する可搬型重大事故等対処設備を保管
する重大事故等対処施設の建物・構築物も同様に
適用する。

【6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
(b)　機器・配管系
「Ⅳ-1-1　耐震設計の基本方針」の「5.1.1　耐
震設計上考慮する状態」の「(2)　重大事故等対
処施設」の「b.　機器・配管系」に基づく設計と
し，その場合において「重大事故等」を「地震を
要因とする重大事故等」に読み替えて適用する。
(c)　可搬型設備
イ.　通常時の状態
当該設備を保管している状態。
ロ.　地震を要因とする重大事故等時の状態
再処理施設が，地震を要因とする重大事故等に至
るおそれがある事故又は地震を要因とする重大事
故等の状態で，対処する可搬型重大事故等対処設
備の機能を必要とする状態。
ハ.　設計用自然条件
屋外に保管している場合に設計上基本的に考慮し
なければならない自然条件（積雪，風）。

基本方針 基本方針 －

〇 基本方針 基本方針

【6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
(b)　機器・配管系
「Ⅳ-1-1　耐震設計の基本方針」の「5.1.2　荷
重の種類」の「(2)　重大事故等対処施設」の
「b.　機器・配管系」に基づく設計とし，その場
合において「重大事故等」を「地震を要因とする
重大事故等」に，「地震力」を「基準地震動Ssを
1.2倍した地震力」と読み替えて適用する。
(c)　可搬型設備
イ.　通常時に作用している荷重
通常時に作用している荷重は持続的に生じる荷重
であり，自重及び積載荷重とする。
ロ.　地震を要因とする重大事故等時の状態で施
設に作用する荷重
対処する可搬型重大事故等対処設備は，保管状態
であることから重大事故等起因の荷重は考慮しな
い。
ハ.　対処する可搬型重大事故等対処設備の保管
場所における地震力，積雪荷重及び風荷重
対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所に
おける地震力を考慮する。屋外に保管する設備に
ついては，積雪荷重及び風荷重も考慮する。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

定義188

基本方針
評価方法

基本方針
基本方針
評価方法

【6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
c.　荷重の組合せ
基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力と他の荷重と
の組合せは，以下によるものとする。
(a)　建物・構築物
イ．起因に対し発生防止を期待する設備が設置さ
れる重大事故等対処施設の建物・構築物について
は，常時 作用している荷重（固定荷重，積載荷
重，土圧及び水圧），運転時の状態で施設に作用
する荷重， 積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓ
ｓを1.2倍した地震力とを組み合わせる。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備が設置され
る重大事故等対処施設又は対処する可搬型重大事
故等対処設備が保管される重大事故等対処施設の
建物・構築物については，常時 作用している荷
重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），運転
時の状態で施設に作用する荷重， 積雪荷重及び
風荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とを
組み合わせる。
ハ．対処する常設重大事故等対処設備が設置され
る重大事故等対処施設又は対処する可搬型重大事
故等対処設備が保管される重大事故等対処施設の
建物・構築物については，常時作用している荷重
（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷
重，風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用
する荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間
及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な
地震力と組み合わせる。この組み合わせについて
は，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の
年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘
案の上設定する。なお，継続時間については対策
の成立性も考慮した上で設定し，常時作用してい
る荷重のうち，土圧及び水圧については，基準地
震動Ｓｓを1.2倍した地震力，弾性設計用地震動
による地震力と組み合わせる場合は，当該地震時
の土圧及び水圧とする。

　

  

基本方針
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d.荷重の組合せ上の留意事項
イ．ある荷重の組合せ状態での評価が，その他の荷重の組合せ状態と比較
して明らかに厳しいことが判明している場合には，その他の荷重の組合せ
状態での評価は行わないことがある。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の当該部分
の支持機能を確認する場合においては，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震
力と常時作用している荷重及びその他必要な荷重とを組み合わせる。
ハ．積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，積雪による
受圧面積が小さい施設や，常時作用している荷重に対して積雪荷重の割合
が無視できる施設を除き，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力との組み合
わせを考慮する。
ニ．風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている施設
のうち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構
造，形状及び仕様の施設においては，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力
との組み合わせを考慮する。

定義

【6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
(b)機器・配管系
イ．起因に対し発生防止を期待する設備に係る機
器・配管系については，常時 作用している荷重
及び運転時の状態で施設に作用する荷重と基準地
震動Ｓｓを1.2倍した地震力とを組み合わせる。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備に係る機
器・配管系については，常時 作用している荷重
及び運転時の状態で施設に作用する荷重と基準地
震動Ｓｓを1.2倍した地震力とを組み合わせる。
ハ．対処する常設重大事故等対処設備に係る機
器・配管系については，常時 作用している荷
重，運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準
事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作
用する荷重は，その事故事象の発生確率，継続時
間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切
な地震力と組み合わせる。この組み合わせについ
ては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動
の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に
勘案の上設定する。なお，継続時間については対
策の成立性も考慮した上で設定し，屋外に設置さ
れる施設については，建物・構築物と同様に積雪
荷重及び風荷重を組み合わせる。
(c)可搬型設備
イ.　対処する可搬型重大事故等対処設備は，通
常時に作用している荷重と対処する可搬型重大事
故等対処設備の保管場所における地震力とを組み
合わせる。
ロ.　対処する可搬型重大事故等対処設備の耐震
計算の荷重の組合せの考え方について，保管状態
であることから重大事故等起因の荷重は考慮しな
い。ただし，屋外に設置される施設については，
建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み
合わせる。

c.荷重の組合せ
基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力と他の荷重との組合せは以下によるも
のとする。
(a)建物・構築物
イ．起因に対し発生防止を期待する設備が設置される重大事故等対処施設
の建物・構築物については，常時 作用している荷重（固定荷重，積載荷
重，土圧及び水圧），運転時の状態で施設に作用する荷重， 積雪荷重及
び風荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とを組み合わせる。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設又
は対処する可搬型重大事故等対処設備が保管される重大事故等対処施設の
建物・構築物については，常時 作用している荷重（固定荷重，積載荷
重，土圧及び水圧），運転時の状態で施設に作用する荷重， 積雪荷重及
び風荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とを組み合わせる。
ハ．対処する常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設又
は対処する可搬型重大事故等対処設備が保管される重大事故等対処施設の
建物・構築物については，常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，
土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用
する荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率
の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせる。この組み合わせについて
は，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮
し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策
の成立性も考慮した上で設定し，常時作用している荷重のうち，土圧及び
水圧については，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力，弾性設計用地震動
による地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水圧とする。
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(b)機器・配管系
イ．起因に対し発生防止を期待する設備に係る機器・配管系については，
常時 作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と基準地
震動Ｓｓを1.2倍した地震力とを組み合わせる。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備に係る機器・配管系については，常
時 作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と基準地震
動Ｓｓを1.2倍した地震力とを組み合わせる。
ハ．対処する常設重大事故等対処設備に係る機器・配管系については，常
時 作用している荷重，運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故
時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重は，その事故事象
の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地
震力と組み合わせる。この組み合わせについては，事故事象の発生確率，
継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案
の上設定する。なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設
定し，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重
及び風荷重を組み合わせる。
(c)可搬型設備
イ.　対処する可搬型重大事故等対処設備は，通常時に作用している荷重
と対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力とを組み
合わせる。
ロ.　対処する可搬型重大事故等対処設備の耐震計算の荷重の組合せの考
え方について，保管状態であることから重大事故等起因の荷重は考慮しな
い。ただし，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積
雪荷重及び風荷重を組み合わせる。

定義

基本方針
基本方針
評価方法

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計

【6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
d.荷重の組合せ上の留意事項
イ．ある荷重の組合せ状態での評価が，その他の
荷重の組合せ状態と比較して明らかに厳しいこと
が判明している場合には，その他の荷重の組合せ
状態での評価は行わないことがある。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備を支持する
建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場
合においては，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震
力と常時作用している荷重及びその他必要な荷重
とを組み合わせる。
ハ．積雪荷重については，屋外に設置されている
施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設
や，常時作用している荷重に対して積雪荷重の割
合が無視できる施設を除き，基準地震動Ｓｓを
1.2倍した地震力との組み合わせを考慮する。
ニ．風荷重については，屋外の直接風を受ける場
所に設置されている施設のうち，風荷重の影響が
地震荷重と比べて相対的に無視できないような構
造，形状及び仕様の施設においては，基準地震動
Ｓｓを1.2倍した地震力との組み合わせを考慮す
る。
ホ．重大事故時に生ずる荷重と基準地震動Ｓｓを
1.2倍した地震力による荷重の組み合わせについ
ては，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力が重大
事故等の発生の要因として考慮した地震であり，
基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力の荷重は重大
事故等が発生する前の常時作用する荷重であるこ
とから，重大事故等時に生ずる荷重と基準地震動
Ｓｓを1.2倍した地震力による荷重が重なること
はない。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

定義188

基本方針
評価方法

基本方針
基本方針
評価方法

基本方針

190

d.荷重の組合せ上の留意事項
イ．ある荷重の組合せ状態での評価が，その他の荷重の組合せ状態と比較
して明らかに厳しいことが判明している場合には，その他の荷重の組合せ
状態での評価は行わないことがある。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の当該部分
の支持機能を確認する場合においては，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震
力と常時作用している荷重及びその他必要な荷重とを組み合わせる。
ハ．積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，積雪による
受圧面積が小さい施設や，常時作用している荷重に対して積雪荷重の割合
が無視できる施設を除き，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力との組み合
わせを考慮する。
ニ．風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている施設
のうち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構
造，形状及び仕様の施設においては，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力
との組み合わせを考慮する。

定義

c.荷重の組合せ
基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力と他の荷重との組合せは以下によるも
のとする。
(a)建物・構築物
イ．起因に対し発生防止を期待する設備が設置される重大事故等対処施設
の建物・構築物については，常時 作用している荷重（固定荷重，積載荷
重，土圧及び水圧），運転時の状態で施設に作用する荷重， 積雪荷重及
び風荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とを組み合わせる。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設又
は対処する可搬型重大事故等対処設備が保管される重大事故等対処施設の
建物・構築物については，常時 作用している荷重（固定荷重，積載荷
重，土圧及び水圧），運転時の状態で施設に作用する荷重， 積雪荷重及
び風荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とを組み合わせる。
ハ．対処する常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設又
は対処する可搬型重大事故等対処設備が保管される重大事故等対処施設の
建物・構築物については，常時作用している荷重（固定荷重，積載荷重，
土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用
する荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率
の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせる。この組み合わせについて
は，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮
し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策
の成立性も考慮した上で設定し，常時作用している荷重のうち，土圧及び
水圧については，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力，弾性設計用地震動
による地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水圧とする。
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(b)機器・配管系
イ．起因に対し発生防止を期待する設備に係る機器・配管系については，
常時 作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と基準地
震動Ｓｓを1.2倍した地震力とを組み合わせる。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備に係る機器・配管系については，常
時 作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と基準地震
動Ｓｓを1.2倍した地震力とを組み合わせる。
ハ．対処する常設重大事故等対処設備に係る機器・配管系については，常
時 作用している荷重，運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故
時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重は，その事故事象
の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地
震力と組み合わせる。この組み合わせについては，事故事象の発生確率，
継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案
の上設定する。なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設
定し，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重
及び風荷重を組み合わせる。
(c)可搬型設備
イ.　対処する可搬型重大事故等対処設備は，通常時に作用している荷重
と対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力とを組み
合わせる。
ロ.　対処する可搬型重大事故等対処設備の耐震計算の荷重の組合せの考
え方について，保管状態であることから重大事故等起因の荷重は考慮しな
い。ただし，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積
雪荷重及び風荷重を組み合わせる。

定義

基本方針
基本方針
評価方法

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

【6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
c.　荷重の組合せ
基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力と他の荷重と
の組合せは，以下によるものとする。
(a)　建物・構築物
イ．起因に対し発生防止を期待する設備が設置さ
れる重大事故等対処施設の建物・構築物について
は，常時 作用している荷重（固定荷重，積載荷
重，土圧及び水圧），運転時の状態で施設に作用
する荷重， 積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓ
ｓを1.2倍した地震力とを組み合わせる。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備が設置され
る重大事故等対処施設又は対処する可搬型重大事
故等対処設備が保管される重大事故等対処施設の
建物・構築物については，常時 作用している荷
重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），運転
時の状態で施設に作用する荷重， 積雪荷重及び
風荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とを
組み合わせる。
ハ．対処する常設重大事故等対処設備が設置され
る重大事故等対処施設又は対処する可搬型重大事
故等対処設備が保管される重大事故等対処施設の
建物・構築物については，常時作用している荷重
（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷
重，風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用
する荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間
及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な
地震力と組み合わせる。この組み合わせについて
は，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の
年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘
案の上設定する。なお，継続時間については対策
の成立性も考慮した上で設定し，常時作用してい
る荷重のうち，土圧及び水圧については，基準地
震動Ｓｓを1.2倍した地震力，弾性設計用地震動
による地震力と組み合わせる場合は，当該地震時
の土圧及び水圧とする。

－基本方針 基本方針

基本方針 基本方針 －

〇 － －

〇 －

－

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計

　

  

－

〇 － －基本方針 基本方針

【6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
(b)機器・配管系
イ．起因に対し発生防止を期待する設備に係る機
器・配管系については，常時 作用している荷重
及び運転時の状態で施設に作用する荷重と基準地
震動Ｓｓを1.2倍した地震力とを組み合わせる。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備に係る機
器・配管系については，常時 作用している荷重
及び運転時の状態で施設に作用する荷重と基準地
震動Ｓｓを1.2倍した地震力とを組み合わせる。
ハ．対処する常設重大事故等対処設備に係る機
器・配管系については，常時 作用している荷
重，運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準
事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作
用する荷重は，その事故事象の発生確率，継続時
間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切
な地震力と組み合わせる。この組み合わせについ
ては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動
の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に
勘案の上設定する。なお，継続時間については対
策の成立性も考慮した上で設定し，屋外に設置さ
れる施設については，建物・構築物と同様に積雪
荷重及び風荷重を組み合わせる。
(c)可搬型設備
イ.　対処する可搬型重大事故等対処設備は，通
常時に作用している荷重と対処する可搬型重大事
故等対処設備の保管場所における地震力とを組み
合わせる。
ロ.　対処する可搬型重大事故等対処設備の耐震
計算の荷重の組合せの考え方について，保管状態
であることから重大事故等起因の荷重は考慮しな
い。ただし，屋外に設置される施設については，
建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み
合わせる。

【6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
d.荷重の組合せ上の留意事項
イ．ある荷重の組合せ状態での評価が，その他の
荷重の組合せ状態と比較して明らかに厳しいこと
が判明している場合には，その他の荷重の組合せ
状態での評価は行わないことがある。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備を支持する
建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場
合においては，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震
力と常時作用している荷重及びその他必要な荷重
とを組み合わせる。
ハ．積雪荷重については，屋外に設置されている
施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設
や，常時作用している荷重に対して積雪荷重の割
合が無視できる施設を除き，基準地震動Ｓｓを
1.2倍した地震力との組み合わせを考慮する。
ニ．風荷重については，屋外の直接風を受ける場
所に設置されている施設のうち，風荷重の影響が
地震荷重と比べて相対的に無視できないような構
造，形状及び仕様の施設においては，基準地震動
Ｓｓを1.2倍した地震力との組み合わせを考慮す
る。
ホ．重大事故時に生ずる荷重と基準地震動Ｓｓを
1.2倍した地震力による荷重の組み合わせについ
ては，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力が重大
事故等の発生の要因として考慮した地震であり，
基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力の荷重は重大
事故等が発生する前の常時作用する荷重であるこ
とから，重大事故等時に生ずる荷重と基準地震動
Ｓｓを1.2倍した地震力による荷重が重なること
はない。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

191

e.許容限界
基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対
する許容限界は，以下のとおりとする。

定義 基本方針
基本方針
評価方法

【6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
e.許容限界
基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力と他の荷重と
を組み合わせた状態に対する許容限界は，以下の
とおりとする。

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －
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上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め機能が維持できる許容限界を適
切に設定する。

定義 基本方針
基本方針
評価方法

【6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め機能が
維持できる許容限界の設定については「Ⅵ-1-1-
4-2-3　地震を要因とする重大事故等に対する施
設の耐震設計」に示す。

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

【6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
(a)起因に対し発生防止を期待する設備
放射性物質の保持機能を維持する設備の機能の確
保に対しては，内包する放射性物質（液体，気
体，固体）の閉じ込めバウンダリを構成する部材
のき裂や破損により漏えいしない設計とする。核
的制限値（寸法）を維持する設備の機能の確保に
対しては，地震による変形等により臨界に至らな
い設計とする。落下・転倒防止機能を維持する設
備の機能の確保に対しては，放射性物質（固体）
を内包する容器等を搬送する設備の破損により，
容器等が落下又は転倒しない設計とする。ガラス
固化体の崩壊熱除去機能の確保に対しては，収納
管及び通風管の破損により冷却空気流路が閉塞し
ない設計とする。
上記の各機能 を維持するために確保する構造強
度の許容限界は，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震
力に対して，塑性域に達するひずみが生じた場合
であっても，その量が小さなレベルに留まって破
断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能
に影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制
限する値とする。それ以外を適用する場合は各機
能が維持できる許容限界とする。

194

(b)対処する常設重大事故等対処設備
対処する常設重大事故等対処設備の崩壊熱除去，水素掃気，放出経路の維
持，放出抑制等 の地震を要因として発生する重大事故等に対処するため
に必要な機能を維持するために確保する構造強度の許容限界は，基準地震
動Ｓｓの1.2倍の地震力に対して，塑性域に達するひずみが生じた場合で
あっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を
有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制限
する値とする。それ以外を適用する場合は，各機能が維持できる許容限界
とする。
上記構造強度の許容限界のほか，崩壊熱除去，水素掃気，放出経路の維
持，放出抑制等 の維持が必要な設備については，その機能が維持できる
許容限界を適切に設定する。

定義 基本方針
基本方針
評価方法

【6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
(b)対処する常設重大事故等対処設備
対処する常設重大事故等対処設備の崩壊熱除去，
水素掃気，放出経路の維持，放出抑制等 の地震
を要因として発生する重大事故等に対処するため
に必要な機能を維持するために確保する構造強度
の許容限界は，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力
に対して，塑性域に達するひずみが生じた場合で
あっても，その量が小さなレベルに留まって破断
延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に
影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制限
する値とする。それ以外を適用する場合は，各機
能が維持できる許容限界とする。
上記構造強度の許容限界のほか，崩壊熱除去，水
素掃気，放出経路の維持，放出抑制等 の維持が
必要な設備については，その機能が維持できる許
容限界の設定を「Ⅵ-1-1-4-2-3　地震を要因とす
る重大事故等に対する施設の耐震設計」に示す。

基本方針
基本方針
評価方法

【6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
（c)　対処する可搬型重大事故等対処設備
対処する可搬型重大事故等対処設備の許容限界
は，保管する対処する可搬型重大事故等対処設備
の構造を踏まえて設定する。
取付ボルト等の構造強度は，基準地震動Ｓｓの
1.2倍の地震力に対し，塑性域に達するひずみが
生じた場合であっても，その量が小さなレベルに
留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その
施設の機能に影響を及ぼすことがない限界に応
力，荷重を制限する値とする。それ以外を適用す
る場合は各機能が維持できる許容限界とする。
上記構造強度の許容限界のほか，崩壊熱除去，水
素掃気，放出経路の維持，放出抑制等 の維持が
必要な設備については，その機能が維持できる許
容限界の設定を「Ⅵ-1-1-4-2-3　地震を要因とす
る重大事故等に対する施設の耐震設計」に示す。
(d)　起因に対し発生防止を期待する設備及び対
処する常設重大事故等対処設備を設置する建物・
構築物並びに対処する可搬型重大事故等対処設備
を保管する建物・構築物
起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する
常設重大事故等対処設備を設置する建物・構築物
並びに対処する可搬型重大事故等対処設備を保管
する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍し
た地震力に対し，建物・構築物全体としての変形
能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の
変形等の地震影響を考慮しても，地震を要因とす
る重大事故等に対する重大事故等対処施設の機能
が維持できる設計とする。その上で，耐震評価に
おいては，地震を要因とする重大事故等に対する
重大事故等対処施設の必要な機能が発揮できるこ
とを確認するため，機能維持に必要となる施設の
部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等に対し
て，妥当な安全余裕を有することを確認する。

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重
又は応力を漸次増大していくとき，その変形又は
ひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力と
し，既往の実験式等に基づき適切に定めるものと
する。
許容限界等に係る具体的な設計方針については，
「Ⅵ-1-1-4-2-3　地震を要因とする重大事故等に
対する施設の耐震設計」に示す。
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（c)　対処する可搬型重大事故等対処設備
対処する可搬型重大事故等対処設備の許容限界は，保管する対処する可搬
型重大事故等対処設備の構造を踏まえて設定する。
取付ボルト等の構造強度は，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対し，塑
性域に達するひずみが生じた場合であっても，その量が小さなレベルに留
まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼす
ことがない限界に応力，荷重を制限する値とする。それ以外を適用する場
合は各機能が維持できる許容限界とする。
上記構造強度の許容限界のほか，崩壊熱除去，水素掃気，放出経路の維
持，放出抑制等 の維持が必要な設備については，その機能が維持できる
許容限界を適切に設定する。
(d)　起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故等対
処設備を設置する建物・構築物並びに対処する可搬型重大事故等対処設備
を保管する建物・構築物
起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故等対処設備
を設置する建物・構築物並びに対処する可搬型重大事故等対処設備を保管
する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し，建物・
構築物全体としての変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の
変形等の地震影響を考慮しても，地震を要因とする重大事故等に対する重
大事故等対処施設の機能が維持できる設計とする。その上で，耐震評価に
おいては，地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の必
要な機能が発揮できることを確認するため，機能維持に必要となる施設の
部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を有す
ることを確認する。
なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大して
いくとき，その変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力と
し，既往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。

定義

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計

Ⅵ-1-1-4-2-3　地震を要因とする重大事故等に対
する施設の耐震設計
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(a)起因に対し発生防止を期待する設備
放射性物質の保持機能を維持する設備の機能の確保に対しては，内包する
放射性物質（液体，気体，固体）の閉じ込めバウンダリを構成する部材の
き裂や破損により漏えいしない設計とする。核的制限値（寸法）を維持す
る設備の機能の確保に対しては，地震による変形等により臨界に至らない
設計とする。落下・転倒防止機能を維持する設備の機能の確保に対して
は，放射性物質（固体）を内包する容器等を搬送する設備の破損により，
容器等が落下又は転倒しない設計とする。ガラス固化体の崩壊熱除去機能
の確保に対しては，収納管及び通風管の破損により冷却空気流路が閉塞し
ない設計とする。
上記の各機能 を維持するために確保する構造強度の許容限界は，基準地
震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対して，塑性域に達するひずみが生じた場合
であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕
を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制
限する値とする。それ以外を適用する場合は各機能が維持できる許容限界
とする。 定義 基本方針

基本方針
評価方法

723
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e.許容限界
基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対
する許容限界は，以下のとおりとする。

定義 基本方針
基本方針
評価方法
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上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め機能が維持できる許容限界を適
切に設定する。

定義 基本方針
基本方針
評価方法
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(b)対処する常設重大事故等対処設備
対処する常設重大事故等対処設備の崩壊熱除去，水素掃気，放出経路の維
持，放出抑制等 の地震を要因として発生する重大事故等に対処するため
に必要な機能を維持するために確保する構造強度の許容限界は，基準地震
動Ｓｓの1.2倍の地震力に対して，塑性域に達するひずみが生じた場合で
あっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を
有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制限
する値とする。それ以外を適用する場合は，各機能が維持できる許容限界
とする。
上記構造強度の許容限界のほか，崩壊熱除去，水素掃気，放出経路の維
持，放出抑制等 の維持が必要な設備については，その機能が維持できる
許容限界を適切に設定する。

定義 基本方針
基本方針
評価方法

基本方針
基本方針
評価方法
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（c)　対処する可搬型重大事故等対処設備
対処する可搬型重大事故等対処設備の許容限界は，保管する対処する可搬
型重大事故等対処設備の構造を踏まえて設定する。
取付ボルト等の構造強度は，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対し，塑
性域に達するひずみが生じた場合であっても，その量が小さなレベルに留
まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼす
ことがない限界に応力，荷重を制限する値とする。それ以外を適用する場
合は各機能が維持できる許容限界とする。
上記構造強度の許容限界のほか，崩壊熱除去，水素掃気，放出経路の維
持，放出抑制等 の維持が必要な設備については，その機能が維持できる
許容限界を適切に設定する。
(d)　起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故等対
処設備を設置する建物・構築物並びに対処する可搬型重大事故等対処設備
を保管する建物・構築物
起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故等対処設備
を設置する建物・構築物並びに対処する可搬型重大事故等対処設備を保管
する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し，建物・
構築物全体としての変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の
変形等の地震影響を考慮しても，地震を要因とする重大事故等に対する重
大事故等対処施設の機能が維持できる設計とする。その上で，耐震評価に
おいては，地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の必
要な機能が発揮できることを確認するため，機能維持に必要となる施設の
部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を有す
ることを確認する。
なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大して
いくとき，その変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力と
し，既往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。

定義
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(a)起因に対し発生防止を期待する設備
放射性物質の保持機能を維持する設備の機能の確保に対しては，内包する
放射性物質（液体，気体，固体）の閉じ込めバウンダリを構成する部材の
き裂や破損により漏えいしない設計とする。核的制限値（寸法）を維持す
る設備の機能の確保に対しては，地震による変形等により臨界に至らない
設計とする。落下・転倒防止機能を維持する設備の機能の確保に対して
は，放射性物質（固体）を内包する容器等を搬送する設備の破損により，
容器等が落下又は転倒しない設計とする。ガラス固化体の崩壊熱除去機能
の確保に対しては，収納管及び通風管の破損により冷却空気流路が閉塞し
ない設計とする。
上記の各機能 を維持するために確保する構造強度の許容限界は，基準地
震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対して，塑性域に達するひずみが生じた場合
であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕
を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制
限する値とする。それ以外を適用する場合は各機能が維持できる許容限界
とする。 定義 基本方針

基本方針
評価方法

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 基本方針 基本方針 － － －

【6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
e.許容限界
基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力と他の荷重と
を組み合わせた状態に対する許容限界は，以下の
とおりとする。

〇 基本方針 基本方針 － － －

【6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め機能が
維持できる許容限界の設定については「Ⅵ-1-1-
4-2-3　地震を要因とする重大事故等に対する施
設の耐震設計」に示す。

基本方針 － － －

〇 基本方針 基本方針 － － －

【6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
(b)対処する常設重大事故等対処設備
対処する常設重大事故等対処設備の崩壊熱除去，
水素掃気，放出経路の維持，放出抑制等 の地震
を要因として発生する重大事故等に対処するため
に必要な機能を維持するために確保する構造強度
の許容限界は，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力
に対して，塑性域に達するひずみが生じた場合で
あっても，その量が小さなレベルに留まって破断
延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に
影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制限
する値とする。それ以外を適用する場合は，各機
能が維持できる許容限界とする。
上記構造強度の許容限界のほか，崩壊熱除去，水
素掃気，放出経路の維持，放出抑制等 の維持が
必要な設備については，その機能が維持できる許
容限界の設定を「Ⅵ-1-1-4-2-3　地震を要因とす
る重大事故等に対する施設の耐震設計」に示す。

【6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
（c)　対処する可搬型重大事故等対処設備
対処する可搬型重大事故等対処設備の許容限界
は，保管する対処する可搬型重大事故等対処設備
の構造を踏まえて設定する。
取付ボルト等の構造強度は，基準地震動Ｓｓの
1.2倍の地震力に対し，塑性域に達するひずみが
生じた場合であっても，その量が小さなレベルに
留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その
施設の機能に影響を及ぼすことがない限界に応
力，荷重を制限する値とする。それ以外を適用す
る場合は各機能が維持できる許容限界とする。
上記構造強度の許容限界のほか，崩壊熱除去，水
素掃気，放出経路の維持，放出抑制等 の維持が
必要な設備については，その機能が維持できる許
容限界の設定を「Ⅵ-1-1-4-2-3　地震を要因とす
る重大事故等に対する施設の耐震設計」に示す。
(d)　起因に対し発生防止を期待する設備及び対
処する常設重大事故等対処設備を設置する建物・
構築物並びに対処する可搬型重大事故等対処設備
を保管する建物・構築物
起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する
常設重大事故等対処設備を設置する建物・構築物
並びに対処する可搬型重大事故等対処設備を保管
する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍し
た地震力に対し，建物・構築物全体としての変形
能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の
変形等の地震影響を考慮しても，地震を要因とす
る重大事故等に対する重大事故等対処施設の機能
が維持できる設計とする。その上で，耐震評価に
おいては，地震を要因とする重大事故等に対する
重大事故等対処施設の必要な機能が発揮できるこ
とを確認するため，機能維持に必要となる施設の
部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等に対し
て，妥当な安全余裕を有することを確認する。

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重
又は応力を漸次増大していくとき，その変形又は
ひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力と
し，既往の実験式等に基づき適切に定めるものと
する。
許容限界等に係る具体的な設計方針については，
「Ⅵ-1-1-4-2-3　地震を要因とする重大事故等に
対する施設の耐震設計」に示す。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計

Ⅵ-1-1-4-2-3　地震を要因とする重大事故等に対
する施設の耐震設計 【6.  地震を要因とする重大事故等に対する施設

の耐震設計】
(a)起因に対し発生防止を期待する設備
放射性物質の保持機能を維持する設備の機能の確
保に対しては，内包する放射性物質（液体，気
体，固体）の閉じ込めバウンダリを構成する部材
のき裂や破損により漏えいしない設計とする。核
的制限値（寸法）を維持する設備の機能の確保に
対しては，地震による変形等により臨界に至らな
い設計とする。落下・転倒防止機能を維持する設
備の機能の確保に対しては，放射性物質（固体）
を内包する容器等を搬送する設備の破損により，
容器等が落下又は転倒しない設計とする。ガラス
固化体の崩壊熱除去機能の確保に対しては，収納
管及び通風管の破損により冷却空気流路が閉塞し
ない設計とする。
上記の各機能 を維持するために確保する構造強
度の許容限界は，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震
力に対して，塑性域に達するひずみが生じた場合
であっても，その量が小さなレベルに留まって破
断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能
に影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制
限する値とする。それ以外を適用する場合は各機
能が維持できる許容限界とする。

〇 基本方針 基本方針 － － －

〇 基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第36条 重大事故等対処施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

196

9.2.7 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針
可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によって設計基準事故に対処する
ための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処す
るために必要な機能と同時にその重大事故等に対処するために必要な機能
が損なわれることがないことを求められている。
再処理施設の重大事故等対処設備の内部火災に対する設計方針について
は，「5.火災等による損傷の防止」に示すとおりであり，これを踏まえ
た，上記の可搬型重大事故等対処設備に求められる設計方針を達成するた
めの内部火災に対する防護方針を以下に示す。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（可搬型重大
事故等対処設備の内部
火災に対する防護方
針）

－ － － － －

197

(1) 可搬型重大事故等対処設備の火災発生防止
可搬型重大事故等対処設備を保管する建屋内，建屋近傍，外部保管エリア
は，発火性物質又は引火性物質を内包する設備に対する火災発生防止を講
ずるとともに，発火源に対する対策，水素に対する換気及び漏えい検出対
策及び接地対策，並びに電気系統の過電流による過熱及び焼損の防止対策
を講ずる設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（可搬型重大
事故等対処設備の内部
火災に対する防護方
針）

－ － － － －

198

(2) 不燃性又は難燃性材料の使用
可搬型重大事故等対処設備は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使
用する設計とし，不燃性材料又は難燃性材料の使用が技術上困難な場合
は，代替材料を使用する設計とする。また，代替材料の使用が技術上困難
な場合は，当該可搬型重大事故等対処設備における火災に起因して，他の
可搬型重大事故等対処設備の火災が発生することを防止するための措置を
講ずる設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（可搬型重大
事故等対処設備の内部
火災に対する防護方
針）

－ － － － －

199

(3) 落雷，地震等の自然現象による火災の発生防止
敷地及びその周辺での発生の可能性，可搬型重大事故等対処設備への影響
度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時
に可搬型重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，地
震，津波，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影
響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定する。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（可搬型重大
事故等対処設備の内部
火災に対する防護方
針）

－ － － － －

200

風(台風)，竜巻及び森林火災は，それぞれの事象に対して重大事故等に対
処するために必要な機能を損なうことのないように，自然現象から防護す
る設計とすることで，火災の発生を防止する。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（可搬型重大
事故等対処設備の内部
火災に対する防護方
針）

－ － － － －

201

生物学的事象のうちネズミ等の小動物の影響に対しては，侵入防止対策に
よって影響を受けない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（可搬型重大
事故等対処設備の内部
火災に対する防護方
針）

－ － － － －

202

津波，凍結，高温，降水，積雪，生物学的事象及び塩害は，発火源となり
得る自然現象ではなく，火山の影響についても，火山から再処理施設に到
達するまでに降下火砕物が冷却されることを考慮すると，発火源となり得
る自然現象ではない。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（可搬型重大
事故等対処設備の内部
火災に対する防護方
針）

－ － － － －

203

したがって，再処理施設で火災を発生させるおそれのある自然現象とし
て，落雷，地震，竜巻(風(台風)を含む)及び森林火災によって火災が発生
しないように，火災防護対策を講ずる設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（可搬型重大
事故等対処設備の内部
火災に対する防護方
針）

－ － － － －

204

(4) 早期の火災感知及び消火
火災の感知及び消火については，可搬型重大事故等対処設備に対する火災
の影響を限定し，早期の火災感知及び消火を行うための火災感知設備及び
消火設備を設置する設計とする。
可搬型重大事故等対処設備に影響を及ぼすおそれのある火災を早期に感知
するとともに，火災の発生場所を特定するために，固有の信号を発する異
なる種類の火災感知器又は同等の機能を有する機器を組み合わせて設置す
る設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（可搬型重大
事故等対処設備の内部
火災に対する防護方
針）

－ － － － －

205

消火設備のうち消火栓，消火器等は，火災の二次的影響が重大事故等対処
設備に及ばないよう適切に配置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（可搬型重大
事故等対処設備の内部
火災に対する防護方
針）

－ － － － －

206

消火設備は，可燃性物質の性状を踏まえ，想定される火災の性質に応じた
容量の消火剤を備える設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（可搬型重大
事故等対処設備の内部
火災に対する防護方
針）

－ － － － －

207

火災時の消火活動のため，大型化学高所放水車，消防ポンプ付水槽車及び
化学粉末消防車を配備する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（可搬型重大
事故等対処設備の内部
火災に対する防護方
針）

－ － － － －

208

重大事故等への対処を行う屋内のアクセスルートには，重大事故等が発生
した場合のアクセスルート上の火災に対して初期消火活動ができるよう消
火器を配備し，初期消火活動については保安規定に定めて，管理する。 冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（可搬型重大
事故等対処設備の内部
火災に対する防護方
針）

－ － － － －

209

可搬型重大事故等対処設備の保管場所のうち，火災発生時の煙又は放射線
の影響により消火活動が困難となるところには，固定式消火設備を設置す
ることにより，消火活動が可能な設計とする。 冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（可搬型重大
事故等対処設備の内部
火災に対する防護方
針）

－ － － － －

210

消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具として，蓄電池を内蔵した照明
器具を設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（可搬型重大
事故等対処設備の内部
火災に対する防護方
針）

－ － － － －

211

(5) 火災感知設備及び消火設備に対する自然現象の考慮
火災感知設備及び消火設備は，地震等の自然現象によっても，火災感知及
び消火の機能，性能が維持されるよう，凍結，風水害，地震時の地盤変位
を考慮した設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（可搬型重大
事故等対処設備の内部
火災に対する防護方
針）

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

7.　可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対す
る防護方針

【7.　可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対
する防護方針】
・可搬型重大事故等対処設備は，「再処理施設の
技術基準に関する規則」の第三十六条第３項第６
号にて，共通要因によって設計基準事故に対処す
るための設備の安全機能又は常設重大事故等対処
設備の重大事故等に対処するために必要な機能と
同時にその重大事故等に対処するために必要な機
能が損なわれることがないことを求められてい
る。
・再処理施設の重大事故等対処設備の内部火災に
対する設計方針については，「Ⅲ　火災及び爆発
の防止に関する説明書」に示すとおりであり，こ
れを踏まえた，上記の可搬型重大事故等対処設備
に求められる設計方針を達成するための内部火災
に対する防護方針を以下に示す。
・可搬型重大事故等対処設備を保管する建屋内，
建屋近傍，外部保管エリアは，発火性物質又は引
火性物質を内包する設備に対する火災発生防止を
講ずるとともに，発火源に対する対策，水素に対
する換気及び漏えい検出対策及び接地対策，並び
に電気系統の過電流による過熱及び焼損の防止対
策を講ずる設計とする。
・可搬型重大事故等対処設備は，可能な限り不燃
性材料又は難燃性材料を使用する設計とし，不燃
性材料又は難燃性材料の使用が技術上困難な場合
は，代替材料を使用する設計とする。また，代替
材料の使用が技術上困難な場合は，当該可搬型重
大事故等対処設備における火災に起因して，他の
可搬型重大事故等対処設備の火災が発生すること
を防止するための措置を講ずる設計とする。
・敷地及びその周辺での発生の可能性，可搬型重
大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事
象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等
時に可搬型重大事故等対処設備に影響を与えるお
それがある事象として，地震，津波，風(台風)，
竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影
響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定す
る。
・風(台風)，竜巻及び森林火災は，それぞれの事
象に対して重大事故等に対処するために必要な機
能を損なうことのないように，自然現象から防護
する設計とすることで，火災の発生を防止する。
・生物学的事象のうちネズミ等の小動物の影響に
対しては，侵入防止対策によって影響を受けない
設計とする。
・津波，凍結，高温，降水，積雪，生物学的事象
及び塩害は，発火源となり得る自然現象ではな
く，火山の影響についても，火山から再処理施設
に到達するまでに降下火砕物が冷却されることを
考慮すると，発火源となり得る自然現象ではな
い。
・したがって，再処理施設で火災を発生させるお
それのある自然現象として，落雷，地震，竜巻
(風(台風)を含む)及び森林火災によって火災が発
生しないように，火災防護対策を講ずる設計とす
る。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

7.　可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対す
る防護方針

【7.　可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対
する防護方針】
・火災の感知及び消火については，可搬型重大事
故等対処設備に対する火災の影響を限定し，早期
の火災感知及び消火を行うための火災感知設備及
び消火設備を設置する設計とする。
可搬型重大事故等対処設備に影響を及ぼすおそれ
のある火災を早期に感知するとともに，火災の発
生場所を特定するために，固有の信号を発する異
なる種類の火災感知器又は同等の機能を有する機
器を組み合わせて設置する設計とする。
・消火設備のうち消火栓，消火器等は，火災の二
次的影響が重大事故等対処設備に及ばないよう適
切に配置する設計とする。
・消火設備は，可燃性物質の性状を踏まえ，想定
される火災の性質に応じた容量の消火剤を備える
設計とする。
・火災時の消火活動のため，大型化学高所放水
車，消防ポンプ付水槽車及び化学粉末消防車を配
備する設計とする。
・重大事故等への対処を行う屋内のアクセスルー
トには，重大事故等が発生した場合のアクセス
ルート上の火災に対して初期消火活動ができるよ
う消火器を配備し，初期消火活動については保安
規定に定めて，管理する。
・可搬型重大事故等対処設備の保管場所のうち，
火災発生時の煙又は放射線の影響により消火活動
が困難となるところには，固定式消火設備を設置
することにより，消火活動が可能な設計とする。
・消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具とし
て，蓄電池を内蔵した照明器具を設置する設計と
する。
・火災感知設備及び消火設備は，地震等の自然現
象によっても，火災感知及び消火の機能，性能が
維持されるよう，凍結，風水害，地震時の地盤変
位を考慮した設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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別紙２

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

196

9.2.7 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針
可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によって設計基準事故に対処する
ための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処す
るために必要な機能と同時にその重大事故等に対処するために必要な機能
が損なわれることがないことを求められている。
再処理施設の重大事故等対処設備の内部火災に対する設計方針について
は，「5.火災等による損傷の防止」に示すとおりであり，これを踏まえ
た，上記の可搬型重大事故等対処設備に求められる設計方針を達成するた
めの内部火災に対する防護方針を以下に示す。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（可搬型重大
事故等対処設備の内部
火災に対する防護方
針）

197

(1) 可搬型重大事故等対処設備の火災発生防止
可搬型重大事故等対処設備を保管する建屋内，建屋近傍，外部保管エリア
は，発火性物質又は引火性物質を内包する設備に対する火災発生防止を講
ずるとともに，発火源に対する対策，水素に対する換気及び漏えい検出対
策及び接地対策，並びに電気系統の過電流による過熱及び焼損の防止対策
を講ずる設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（可搬型重大
事故等対処設備の内部
火災に対する防護方
針）

198

(2) 不燃性又は難燃性材料の使用
可搬型重大事故等対処設備は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使
用する設計とし，不燃性材料又は難燃性材料の使用が技術上困難な場合
は，代替材料を使用する設計とする。また，代替材料の使用が技術上困難
な場合は，当該可搬型重大事故等対処設備における火災に起因して，他の
可搬型重大事故等対処設備の火災が発生することを防止するための措置を
講ずる設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（可搬型重大
事故等対処設備の内部
火災に対する防護方
針）

199

(3) 落雷，地震等の自然現象による火災の発生防止
敷地及びその周辺での発生の可能性，可搬型重大事故等対処設備への影響
度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時
に可搬型重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，地
震，津波，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影
響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定する。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（可搬型重大
事故等対処設備の内部
火災に対する防護方
針）

200

風(台風)，竜巻及び森林火災は，それぞれの事象に対して重大事故等に対
処するために必要な機能を損なうことのないように，自然現象から防護す
る設計とすることで，火災の発生を防止する。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（可搬型重大
事故等対処設備の内部
火災に対する防護方
針）

201

生物学的事象のうちネズミ等の小動物の影響に対しては，侵入防止対策に
よって影響を受けない設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（可搬型重大
事故等対処設備の内部
火災に対する防護方
針）

202

津波，凍結，高温，降水，積雪，生物学的事象及び塩害は，発火源となり
得る自然現象ではなく，火山の影響についても，火山から再処理施設に到
達するまでに降下火砕物が冷却されることを考慮すると，発火源となり得
る自然現象ではない。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（可搬型重大
事故等対処設備の内部
火災に対する防護方
針）

203

したがって，再処理施設で火災を発生させるおそれのある自然現象とし
て，落雷，地震，竜巻(風(台風)を含む)及び森林火災によって火災が発生
しないように，火災防護対策を講ずる設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（可搬型重大
事故等対処設備の内部
火災に対する防護方
針）

204

(4) 早期の火災感知及び消火
火災の感知及び消火については，可搬型重大事故等対処設備に対する火災
の影響を限定し，早期の火災感知及び消火を行うための火災感知設備及び
消火設備を設置する設計とする。
可搬型重大事故等対処設備に影響を及ぼすおそれのある火災を早期に感知
するとともに，火災の発生場所を特定するために，固有の信号を発する異
なる種類の火災感知器又は同等の機能を有する機器を組み合わせて設置す
る設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（可搬型重大
事故等対処設備の内部
火災に対する防護方
針）

205

消火設備のうち消火栓，消火器等は，火災の二次的影響が重大事故等対処
設備に及ばないよう適切に配置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（可搬型重大
事故等対処設備の内部
火災に対する防護方
針）

206

消火設備は，可燃性物質の性状を踏まえ，想定される火災の性質に応じた
容量の消火剤を備える設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（可搬型重大
事故等対処設備の内部
火災に対する防護方
針）

207

火災時の消火活動のため，大型化学高所放水車，消防ポンプ付水槽車及び
化学粉末消防車を配備する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（可搬型重大
事故等対処設備の内部
火災に対する防護方
針）

208

重大事故等への対処を行う屋内のアクセスルートには，重大事故等が発生
した場合のアクセスルート上の火災に対して初期消火活動ができるよう消
火器を配備し，初期消火活動については保安規定に定めて，管理する。 冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（可搬型重大
事故等対処設備の内部
火災に対する防護方
針）

209

可搬型重大事故等対処設備の保管場所のうち，火災発生時の煙又は放射線
の影響により消火活動が困難となるところには，固定式消火設備を設置す
ることにより，消火活動が可能な設計とする。 冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（可搬型重大
事故等対処設備の内部
火災に対する防護方
針）

210

消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具として，蓄電池を内蔵した照明
器具を設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（可搬型重大
事故等対処設備の内部
火災に対する防護方
針）

211

(5) 火災感知設備及び消火設備に対する自然現象の考慮
火災感知設備及び消火設備は，地震等の自然現象によっても，火災感知及
び消火の機能，性能が維持されるよう，凍結，風水害，地震時の地盤変位
を考慮した設計とする。

冒頭宣言 基本方針(可搬型重大事故等対処設備)

基本方針（可搬型重大
事故等対処設備の内部
火災に対する防護方
針）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

〇 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) 基本方針(可搬型重大事故等対処設備) － － －

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

7.　可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対す
る防護方針

【7.　可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対
する防護方針】
・可搬型重大事故等対処設備は，「再処理施設の
技術基準に関する規則」の第三十六条第３項第６
号にて，共通要因によって設計基準事故に対処す
るための設備の安全機能又は常設重大事故等対処
設備の重大事故等に対処するために必要な機能と
同時にその重大事故等に対処するために必要な機
能が損なわれることがないことを求められてい
る。
・再処理施設の重大事故等対処設備の内部火災に
対する設計方針については，「Ⅲ　火災及び爆発
の防止に関する説明書」に示すとおりであり，こ
れを踏まえた，上記の可搬型重大事故等対処設備
に求められる設計方針を達成するための内部火災
に対する防護方針を以下に示す。
・可搬型重大事故等対処設備を保管する建屋内，
建屋近傍，外部保管エリアは，発火性物質又は引
火性物質を内包する設備に対する火災発生防止を
講ずるとともに，発火源に対する対策，水素に対
する換気及び漏えい検出対策及び接地対策，並び
に電気系統の過電流による過熱及び焼損の防止対
策を講ずる設計とする。
・可搬型重大事故等対処設備は，可能な限り不燃
性材料又は難燃性材料を使用する設計とし，不燃
性材料又は難燃性材料の使用が技術上困難な場合
は，代替材料を使用する設計とする。また，代替
材料の使用が技術上困難な場合は，当該可搬型重
大事故等対処設備における火災に起因して，他の
可搬型重大事故等対処設備の火災が発生すること
を防止するための措置を講ずる設計とする。
・敷地及びその周辺での発生の可能性，可搬型重
大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事
象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等
時に可搬型重大事故等対処設備に影響を与えるお
それがある事象として，地震，津波，風(台風)，
竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影
響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定す
る。
・風(台風)，竜巻及び森林火災は，それぞれの事
象に対して重大事故等に対処するために必要な機
能を損なうことのないように，自然現象から防護
する設計とすることで，火災の発生を防止する。
・生物学的事象のうちネズミ等の小動物の影響に
対しては，侵入防止対策によって影響を受けない
設計とする。
・津波，凍結，高温，降水，積雪，生物学的事象
及び塩害は，発火源となり得る自然現象ではな
く，火山の影響についても，火山から再処理施設
に到達するまでに降下火砕物が冷却されることを
考慮すると，発火源となり得る自然現象ではな
い。
・したがって，再処理施設で火災を発生させるお
それのある自然現象として，落雷，地震，竜巻
(風(台風)を含む)及び森林火災によって火災が発
生しないように，火災防護対策を講ずる設計とす
る。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書

7.　可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対す
る防護方針

【7.　可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対
する防護方針】
・火災の感知及び消火については，可搬型重大事
故等対処設備に対する火災の影響を限定し，早期
の火災感知及び消火を行うための火災感知設備及
び消火設備を設置する設計とする。
可搬型重大事故等対処設備に影響を及ぼすおそれ
のある火災を早期に感知するとともに，火災の発
生場所を特定するために，固有の信号を発する異
なる種類の火災感知器又は同等の機能を有する機
器を組み合わせて設置する設計とする。
・消火設備のうち消火栓，消火器等は，火災の二
次的影響が重大事故等対処設備に及ばないよう適
切に配置する設計とする。
・消火設備は，可燃性物質の性状を踏まえ，想定
される火災の性質に応じた容量の消火剤を備える
設計とする。
・火災時の消火活動のため，大型化学高所放水
車，消防ポンプ付水槽車及び化学粉末消防車を配
備する設計とする。
・重大事故等への対処を行う屋内のアクセスルー
トには，重大事故等が発生した場合のアクセス
ルート上の火災に対して初期消火活動ができるよ
う消火器を配備し，初期消火活動については保安
規定に定めて，管理する。
・可搬型重大事故等対処設備の保管場所のうち，
火災発生時の煙又は放射線の影響により消火活動
が困難となるところには，固定式消火設備を設置
することにより，消火活動が可能な設計とする。
・消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具とし
て，蓄電池を内蔵した照明器具を設置する設計と
する。
・火災感知設備及び消火設備は，地震等の自然現
象によっても，火災感知及び消火の機能，性能が
維持されるよう，凍結，風水害，地震時の地盤変
位を考慮した設計とする。
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第38条：臨界事故の拡大を防止するための設備 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

2

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続す
る配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物
質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

3

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備
及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針 － － － － －

4

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

5

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

6

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への
放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃
ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

7

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気
を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な
重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

8

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び
「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中
性子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計につ
いては，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶
性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路の設計については，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の
「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備
の設計については，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の
「5.1.7　廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設計について
は，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故
時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に
関する説明書書　1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故
が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，
換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出で
きるようにし，放射性物質の放出による影響を緩
和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替
可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気
系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は
液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨
界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける
設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生し
た放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放
射性物質の放出量を低減するために必要な重大事
故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計
とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器
等に供給し，水素掃気を実施することにより，機
器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として
臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用す
る代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計につ
いては，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の
設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留
処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路の設計については，第2章　個別項目
の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性
中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給回路の設計については，第2
章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃
ガス貯留設備の設計については，第2章　個別項
目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7
廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設
計については，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮
空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気
系」に示す。

第１回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙２

1

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

2

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続す
る配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物
質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

3

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備
及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針

4

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

5

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

6

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への
放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃
ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

7

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気
を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な
重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

8

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び
「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中
性子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計につ
いては，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶
性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路の設計については，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の
「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備
の設計については，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の
「5.1.7　廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設計について
は，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故
時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ －

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

－ － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に
関する説明書書　1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故
が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，
換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出で
きるようにし，放射性物質の放出による影響を緩
和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替
可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気
系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は
液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨
界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける
設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生し
た放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放
射性物質の放出量を低減するために必要な重大事
故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計
とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器
等に供給し，水素掃気を実施することにより，機
器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として
臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用す
る代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計につ
いては，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の
設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留
処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路の設計については，第2章　個別項目
の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性
中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給回路の設計については，第2
章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃
ガス貯留設備の設計については，第2章　個別項
目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7
廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設
計については，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮
空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気
系」に示す。

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

9

第２章　個別項目
２　再処理設備本体
2.2　溶解施設
2.2.1　溶解設備
2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
　溶解設備の溶解槽において臨界事故が発生した場合，溶解槽に可溶性中
性子吸収材を供給し，溶解槽を未臨界に移行するために必要な重大事故等
対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － －

－

10
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供
給槽，可溶性中性子吸収材の自動供給で使用する主要弁及び主配管等で構
成する。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図） 基本方針 － － － －

－

11
　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である安全圧
縮空気系及び溶解設備の溶解槽を常設重大事故等対処設備として位置付
け，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図） 基本方針

－ － － －

－

12

　臨界事故が発生した場合の重大事故等対処設備として，代替可溶性中性
子吸収材緊急供給系の他，安全保護回路の代替可溶性中性子吸収材緊急供
給回路及び計測制御設備の臨界検知用放射線検出器並びにガンマ線用サー
ベイメータ及び中性子線用サーベイメータを使用する設計とする。なお，
安全保護回路については「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中
性子吸収材緊急供給回路」に，計測制御設備については「4.1　計測制御
設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
2.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の基本方
針
2.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び関
連設備の系統設計方針
2.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
2.3.1.2　安全保護回路
2.3.1.3　計測制御設備

【2.3.1.2　安全保護回路】
　臨界事故への対処に使用する安全保護回路につ
いて説明する。

【2.3.1.3　計測制御設備】
　臨界事故への対処に使用する計測制御設備につ
いて説明する。

14
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給
槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材を内包できる
設計とする。

機能要求②
【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

設計方針 － － － － －

－ － －

－ － －

－設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
2.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の基本方
針
2.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び関
連設備の系統設計方針
2.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
2.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の系統構成
や設備仕様を説明する。

【2.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可
溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射
線検出器において臨界事故の発生を判定した場合
に，溶解設備の溶解槽に対して可溶性中性子吸収
材を自動で重力流により供給できる設計とする。
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性
中性子吸収材緊急供給槽には，未臨界に移行する
ために必要な可溶性中性子吸収材を内包できる設
計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可
溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射
線検出器により，臨界事故が発生した機器周辺の
線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判
定したことを条件とし，直ちに経路上の弁を開放
することにより，自動で臨界事故が発生した機器
に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，
10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了でき
る設計とする。

【前処理建屋】
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管等
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼用）
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主要弁
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽
・溶解槽

設計方針13

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供
給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生を判定した場合
に，溶解設備の溶解槽に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力流により
供給できる設計とする。

機能要求② － －

－

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
2.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の基本方
針
2.2　基本設計方針

【2.2　基本設計方針】
　溶解設備の溶解槽において臨界事故が発生した
場合，溶解槽に可溶性中性子吸収材を供給し，溶
解槽を未臨界に移行するために必要な重大事故等
対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系を設ける設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可
溶性中性子吸収材緊急供給槽，可溶性中性子吸収
材の自動供給で使用する主要弁及び主配管等で構
成する。
　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気
設備の一部である安全圧縮空気系及び溶解設備の
溶解槽を常設重大事故等対処設備として位置付
け，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設
計とする。

15

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供
給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周辺の
線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件とし，
直ちに経路上の弁を開放することにより，自動で臨界事故が発生した機器
に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子
吸収材の供給が完了できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管等
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼用）
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主要弁
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽
・溶解槽
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

9

第２章　個別項目
２　再処理設備本体
2.2　溶解施設
2.2.1　溶解設備
2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
　溶解設備の溶解槽において臨界事故が発生した場合，溶解槽に可溶性中
性子吸収材を供給し，溶解槽を未臨界に移行するために必要な重大事故等
対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

10
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供
給槽，可溶性中性子吸収材の自動供給で使用する主要弁及び主配管等で構
成する。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図） 基本方針

11
　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である安全圧
縮空気系及び溶解設備の溶解槽を常設重大事故等対処設備として位置付
け，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図） 基本方針

12

　臨界事故が発生した場合の重大事故等対処設備として，代替可溶性中性
子吸収材緊急供給系の他，安全保護回路の代替可溶性中性子吸収材緊急供
給回路及び計測制御設備の臨界検知用放射線検出器並びにガンマ線用サー
ベイメータ及び中性子線用サーベイメータを使用する設計とする。なお，
安全保護回路については「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中
性子吸収材緊急供給回路」に，計測制御設備については「4.1　計測制御
設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

14
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給
槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材を内包できる
設計とする。

機能要求②
【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

設計方針

設計方針

【前処理建屋】
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管等
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼用）
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主要弁
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽
・溶解槽

設計方針13

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供
給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生を判定した場合
に，溶解設備の溶解槽に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力流により
供給できる設計とする。

機能要求②

15

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供
給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周辺の
線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件とし，
直ちに経路上の弁を開放することにより，自動で臨界事故が発生した機器
に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子
吸収材の供給が完了できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管等
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼用）
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主要弁
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽
・溶解槽

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 基本方針 － － －

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 － － －

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 － － －

○ － 基本方針 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
2.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の基本方
針
2.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び関
連設備の系統設計方針
2.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
2.3.1.2　安全保護回路
2.3.1.3　計測制御設備

【2.3.1.2　安全保護回路】
臨界事故への対処に使用する安全保護回路につい
て説明する。

【2.3.1.3　計測制御設備】
臨界事故への対処に使用する計測制御設備につい
て説明する。

○ －
【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

－ －

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）
<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）
<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
2.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の基本方
針
2.2　基本設計方針

【2.2　基本設計方針】
　溶解設備の溶解槽において臨界事故が発生した
場合，溶解槽に可溶性中性子吸収材を供給し，溶
解槽を未臨界に移行するために必要な重大事故等
対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系を設ける設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可
溶性中性子吸収材緊急供給槽，可溶性中性子吸収
材の自動供給で使用する主要弁及び主配管等で構
成する。
　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気
設備の一部である安全圧縮空気系及び溶解設備の
溶解槽を常設重大事故等対処設備として位置付
け，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設
計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
2.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の基本方
針
2.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び関
連設備の系統設計方針
2.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
2.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の系統構成や
設備仕様を説明する。

【2.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶
性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線
検出器において臨界事故の発生を判定した場合
に，溶解設備の溶解槽に対して可溶性中性子吸収
材を自動で重力流により供給できる設計とする。
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性
中性子吸収材緊急供給槽には，未臨界に移行する
ために必要な可溶性中性子吸収材を内包できる設
計とする。
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶
性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線
検出器により，臨界事故が発生した機器周辺の線
量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定
したことを条件とし，直ちに経路上の弁を開放す
ることにより，自動で臨界事故が発生した機器
に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，
10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了でき
る設計とする。

○ －

【前処理建屋】
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管等
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼用）
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主要弁
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽
・溶解槽

－ －

○ －

【前処理建屋】
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管等
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼用）
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主要弁
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽
・溶解槽

－ －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

16
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子
吸収材を供給できる設計とする。さらに，可溶性中性子吸収材の供給が自
動で開始されたことを，中央制御室において確認できる設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針 － － － －

－

17

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事故が発生した場合におけ
る放射線の影響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が供給できるよ
う，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統の
遮断が発生した場合には，フェイルセイフにより弁を開とする設計とす
る。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針 － － － －

－

18

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給
槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とならないよう設計
することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤操
作による漏えいを防止できる設計とする。

機能要求②
【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
2.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の基本方
針
2.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び関
連設備の系統設計方針
2.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
2.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の系統構成
や設備仕様を説明する。

【2.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶
性中性子吸収材緊急供給槽は，化学薬品を内包す
るため，化学薬品の漏えい源とならないよう設計
することとし，具体的には適切な材料を選定し，
耐震性を確保し及び誤操作による漏えいを防止で
きる設計とする。

－ － － － －

19

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，共通要因によって設計基準事故
に対処するための設備である可溶性中性子吸収材緊急供給系と同時にその
機能が損なわれるおそれがないよう，可溶性中性子吸収材緊急供給系と異
なる設備とすることで，独立性を有する設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

－ － － － －

20

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な施設以外の安
全機能を有する施設は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火
災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により
重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

－ － － － －

21
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
2.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の基本方
針
2.2　基本設計方針

【2.2　基本設計方針】
 関連する工程を停止すること等については，保
安規定に定めて，管理する。

－ － － － －

－ － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
2.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の基本方
針
2.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び関
連設備の系統設計方針
2.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
2.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の系統構成
や設備仕様を説明する。

【2.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系】
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故
時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計
とする。さらに，可溶性中性子吸収材の供給が自
動で開始されたことを，中央制御室において確認
できる設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事
故が発生した場合における放射線の影響を考慮し
ても，確実に可溶性中性子吸収材が供給できるよ
う，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の弁は，
駆動源の喪失又は系統の遮断が発生した場合に
は，フェイルセイフにより弁を開とする設計とす
る。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(2)　多様性，位置的分散等

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(2)　多様性，位置的分散等】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，共通要
因によって設計基準事故に対処するための設備で
ある可溶性中性子吸収材緊急供給系と同時にその
機能が損なわれるおそれがないよう，可溶性中性
子吸収材緊急供給系と異なる設備とすることで，
独立性を有する設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安
全上重要な施設以外の安全機能を有する施設は，
自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火
災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連
する工程の停止等により重大事故等に対処するた
めの機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(4)　悪影響防止

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(4)　悪影響防止】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶
性中性子吸収材緊急供給系主配管は，重大事故等
発生前（通常時）の分離された状態から弁等の操
作により重大事故等対処設備としての系統構成と
することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない
設計とする。

22

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系主配管は，重大事故等発生前（通常時）の分離された状態から弁等の操
作により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設
備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（悪影響防
止）

－ －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

16
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子
吸収材を供給できる設計とする。さらに，可溶性中性子吸収材の供給が自
動で開始されたことを，中央制御室において確認できる設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針

17

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事故が発生した場合におけ
る放射線の影響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が供給できるよ
う，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統の
遮断が発生した場合には，フェイルセイフにより弁を開とする設計とす
る。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針

18

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給
槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とならないよう設計
することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤操
作による漏えいを防止できる設計とする。

機能要求②
【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

設計方針

19

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，共通要因によって設計基準事故
に対処するための設備である可溶性中性子吸収材緊急供給系と同時にその
機能が損なわれるおそれがないよう，可溶性中性子吸収材緊急供給系と異
なる設備とすることで，独立性を有する設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

20

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な施設以外の安
全機能を有する施設は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火
災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により
重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

21
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

22

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系主配管は，重大事故等発生前（通常時）の分離された状態から弁等の操
作により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設
備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（悪影響防
止）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 － － －

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 － － －

〇 －
【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

－ －

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
2.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の基本方
針
2.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び関
連設備の系統設計方針
2.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
2.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の系統構成や
設備仕様を説明する。

【2.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性
中性子吸収材緊急供給槽は，化学薬品を内包する
ため，化学薬品の漏えい源とならないよう設計す
ることとし，具体的には適切な材料を選定し，耐
震性を確保し及び誤操作による漏えいを防止でき
る設計とする。

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 － － －

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 － － －

○ － 施設共通　基本設計方針 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
2.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の基本方
針
2.2　基本設計方針

【2.2　基本設計方針】
 関連する工程を停止すること等については，保
安規定に定めて，管理する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
2.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の基本方
針
2.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び関
連設備の系統設計方針
2.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
2.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の系統構成や
設備仕様を説明する。

【2.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系】
また，弁を多重化すること等により，臨界事故時
に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計と
する。さらに，可溶性中性子吸収材の供給が自動
で開始されたことを，中央制御室において確認で
きる設計とする。
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事故
が発生した場合における放射線の影響を考慮して
も，確実に可溶性中性子吸収材が供給できるよ
う，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の弁は，
駆動源の喪失又は系統の遮断が発生した場合に
は，フェイルセイフにより弁を開とする設計とす
る。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(2)　多様性，位置的分散等

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(2)　多様性，位置的分散等】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，共通要
因によって設計基準事故に対処するための設備で
ある可溶性中性子吸収材緊急供給系と同時にその
機能が損なわれるおそれがないよう，可溶性中性
子吸収材緊急供給系と異なる設備とすることで，
独立性を有する設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安
全上重要な施設以外の安全機能を有する施設は，
自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火
災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連
する工程の停止等により重大事故等に対処するた
めの機能を損なわない設計とする。

〇 － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(4)　悪影響防止

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(4)　悪影響防止】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶
性中性子吸収材緊急供給系主配管は，重大事故等
発生前（通常時）の分離された状態から弁等の操
作により重大事故等対処設備としての系統構成と
することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない
設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

23
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，可溶性中性子吸収材が確実かつ
迅速に供給できるよう，溶解設備の溶解槽１基当たり１系列で構成し，未
臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(3)　個数及び容量

－ － － － －

24

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給
槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要となる可溶
性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材
を内包できる設計とし，前処理建屋に２系列を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

設計方針（個数及び容
量）

－ － － － －

25
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニ
ウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。

機能要求②
【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

設計方針（個数及び容
量）

－ － － － －

26
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事故時において，臨界検知
用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とする。

機能要求② ○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主要弁
設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(3)　個数及び容量】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事
故時において，臨界検知用放射線検出器の誤差を
考慮して確実に作動する設計とする。

－ － － － －

27
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，「臨界事故」の発生を仮定する
機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計と
する。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(3)　個数及び容量】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，「臨界
事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等
への対処に必要な設備を１セット確保する設計と
する。

－ － － － －

28
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な施設は，外部
からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋に設置し，風（台風）等に
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（環境条件
等）

－ － － － －

29
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な施設は，溢水
量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水
防護及び被液防護する設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（環境条件
等）

－ － － － －

30

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，配管の全周破断に対して，適切
な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶
液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。

機能要求②
設置要求

○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼用）
○貯槽
・溶解槽

設計方針（環境条件
等）

－ － － － －

31
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，想定される重大事故等が発生し
た場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作可能な設計
とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（環境条件
等）

－ － － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(3)　個数及び容量

Ⅵ-2-3　系統図
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(3)　個数及び容量】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，可溶性
中性子吸収材が確実かつ迅速に供給できるよう，
溶解設備の溶解槽１基当たり１系列で構成し，未
臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とす
る。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶
性中性子吸収材緊急供給槽は，臨界事故が発生し
た機器を未臨界に移行するために必要となる可溶
性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有
して可溶性中性子吸収材を内包できる設計とし，
前処理建屋に２系列を設置する設計とする。
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，
その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余
裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(5)　環境条件等

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(5)　環境条件等】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安
全上重要な施設は，外部からの衝撃による損傷を
防止できる前処理建屋に設置し，風（台風）等に
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安
全上重要な施設は，溢水量及び化学薬品の漏えい
量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水
防護及び被液防護する設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，配管の
全周破断に対して，適切な材質とすることによ
り，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体
（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

23
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，可溶性中性子吸収材が確実かつ
迅速に供給できるよう，溶解設備の溶解槽１基当たり１系列で構成し，未
臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（個数及び容
量）

24

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給
槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要となる可溶
性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材
を内包できる設計とし，前処理建屋に２系列を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

設計方針（個数及び容
量）

25
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニ
ウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。

機能要求②
【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

設計方針（個数及び容
量）

26
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事故時において，臨界検知
用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とする。

機能要求② ○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主要弁
設計方針（個数及び容
量）

27
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，「臨界事故」の発生を仮定する
機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計と
する。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（個数及び容
量）

28
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な施設は，外部
からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋に設置し，風（台風）等に
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（環境条件
等）

29
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な施設は，溢水
量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水
防護及び被液防護する設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（環境条件
等）

30

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，配管の全周破断に対して，適切
な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶
液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。

機能要求②
設置要求

○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼用）
○貯槽
・溶解槽

設計方針（環境条件
等）

31
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，想定される重大事故等が発生し
た場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作可能な設計
とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（環境条件
等）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(3)　個数及び容量

○ －
【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

－ －

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

○ －
【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

－ －

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

○ － ○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主要弁 － －

<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(3)　個数及び容量】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事
故時において，臨界検知用放射線検出器の誤差を
考慮して確実に作動する設計とする。

〇 － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(3)　個数及び容量】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，「臨界
事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等
への対処に必要な設備を１セット確保する設計と
する。

〇 － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 － － －

〇 － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 － － －

○ －

○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管等
（設計基準対象の施設と兼用）
○貯槽
・溶解槽

－ －

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

〇 － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 － － －

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(3)　個数及び容量】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，可溶性
中性子吸収材が確実かつ迅速に供給できるよう，
溶解設備の溶解槽１基当たり１系列で構成し，未
臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とす
る。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶
性中性子吸収材緊急供給槽は，臨界事故が発生し
た機器を未臨界に移行するために必要となる可溶
性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有
して可溶性中性子吸収材を内包できる設計とし，
前処理建屋に２系列を設置する設計とする。
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，
その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余
裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(3)　個数及び容量

Ⅵ-2-3　系統図
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(5)　環境条件等

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(5)　環境条件等】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安
全上重要な施設は，外部からの衝撃による損傷を
防止できる前処理建屋に設置し，風（台風）等に
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安
全上重要な施設は，溢水量及び化学薬品の漏えい
量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水
防護及び被液防護する設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，配管の
全周破断に対して，適切な材質とすることによ
り，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体
（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

33
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，通常時において，重大事故等に
対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解点
検等が可能な設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（試験・検
査）

－ － － － －

34
　性能確認においては，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路からの信号
による代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の弁の作動試験等を行うことに
より定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（試験・検
査）

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(7)　試験・検査

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(7)　試験・検査】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，通常時
において，重大事故等に対処するために必要な機
能を確認するため，外観点検，性能確認，分解点
検等が可能な設計とする。
　性能確認においては，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路からの信号による代替可溶性中性子
吸収材緊急供給系の弁の作動試験等を行うことに
より定期的に試験及び検査を実施できる設計とす
る。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(6)　操作性の確保

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(6)　操作性の確保】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶
性中性子吸収材緊急供給系主配管は，通常時に使
用する系統から速やかに切り替えることができる
よう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等
の操作により，安全機能を有する施設の系統から
重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えら
れる設計とする。

－ － －32

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系主配管は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えることができる
よう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作により，安全機能
を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えら
れる設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（操作性の確
保）

－－
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

33
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，通常時において，重大事故等に
対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解点
検等が可能な設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（試験・検
査）

34
　性能確認においては，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路からの信号
による代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の弁の作動試験等を行うことに
より定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（試験・検
査）

32

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系主配管は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えることができる
よう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作により，安全機能
を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えら
れる設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（操作性の確
保）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 － － －

〇 － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 － － －

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(7)　試験・検査

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(7)　試験・検査】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，通常時
において，重大事故等に対処するために必要な機
能を確認するため，外観点検，性能確認，分解点
検等が可能な設計とする。
　性能確認においては，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路からの信号による代替可溶性中性子
吸収材緊急供給系の弁の作動試験等を行うことに
より定期的に試験及び検査を実施できる設計とす
る。

〇 － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(6)　操作性の確保

【8.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
(6)　操作性の確保】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶
性中性子吸収材緊急供給系主配管は，通常時に使
用する系統から速やかに切り替えることができる
よう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等
の操作により，安全機能を有する施設の系統から
重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えら
れる設計とする。
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申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

66

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

67

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続す
る配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物
質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

68

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備
及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針 － － － － －

69

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

70

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

71

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への
放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃
ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

72

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気
を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な
重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

73

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び
「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中
性子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計につ
いては，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶
性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路の設計については，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の
「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備
の設計については，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の
「5.1.7　廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設計について
は，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故
時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に
関する説明書書　1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故
が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，
換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出で
きるようにし，放射性物質の放出による影響を緩
和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替
可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気
系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は
液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨
界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける
設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生し
た放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放
射性物質の放出量を低減するために必要な重大事
故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計
とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器
等に供給し，水素掃気を実施することにより，機
器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として
臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用す
る代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計につ
いては，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の
設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留
処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路の設計については，第2章　個別項目
の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性
中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給回路の設計については，第2
章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃
ガス貯留設備の設計については，第2章　個別項
目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7
廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設
計については，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮
空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気
系」に示す。

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
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第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

67

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続す
る配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物
質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

68

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備
及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針

69

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

70

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

71

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への
放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃
ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

72

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気
を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な
重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

73

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び
「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中
性子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計につ
いては，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶
性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路の設計については，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の
「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備
の設計については，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の
「5.1.7　廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設計について
は，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故
時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ －

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

－ － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に
関する説明書書　1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故
が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，
換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出で
きるようにし，放射性物質の放出による影響を緩
和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替
可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気
系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は
液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨
界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける
設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生し
た放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放
射性物質の放出量を低減するために必要な重大事
故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計
とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器
等に供給し，水素掃気を実施することにより，機
器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として
臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用す
る代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計につ
いては，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の
設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留
処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路の設計については，第2章　個別項目
の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性
中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給回路の設計については，第2
章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃
ガス貯留設備の設計については，第2章　個別項
目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7
廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設
計については，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮
空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気
系」に示す。

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

74

第２章　個別項目
２　再処理設備本体
2.4　精製施設
2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備
2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － －

－

75
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収
材供給槽，可溶性中性子吸収材の自動供給で使用する主要弁及び主配管等
で構成する。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図） 基本方針 － － － －

－

76

　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である一般圧
縮空気系及び安全圧縮空気系並びに「臨界事故」の発生を仮定する機器を
常設重大事故等対処設備として位置付け，未臨界に移行し，及び未臨界を
維持できる設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

基本方針 － － － －

－

77

　臨界事故が発生した場合の重大事故等対処設備として，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系の他，安全保護回路の重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路及び計測制御設備の臨界検知用放射線検出器並びにガンマ線用
サーベイメータ及び中性子線用サーベイメータを使用する設計とする。な
お，安全保護回路については「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故
時可溶性中性子吸収材供給回路」に，計測制御設備については「4.1　計
測制御設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び
関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
3.3.1.2　安全保護回路
3.3.1.3　計測制御設備

【3.3.1.2　安全保護回路】
　臨界事故への対処に使用する安全保護回路につ
いて説明する。

【3.3.1.3　計測制御設備】
　臨界事故への対処に使用する計測制御設備につ
いて説明する。

79
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材を内包で
きる設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）

設計方針 － － － －

－

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び
関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-4　配置図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統構
成や設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用
放射線検出器において臨界事故の発生を判定した
場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性
中性子吸収材を自動で重力流により供給できる設
計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未臨界に移
行するために必要な可溶性中性子吸収材を内包で
きる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用
放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周
辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生した
と判定したことを条件とし，直ちに経路上の弁を
開放することにより，自動で臨界事故が発生した
機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給
し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了
できる設計とする。

－

－

－ －－

78

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生を判定した
場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重
力流により供給できる設計とする。

機能要求②

－80

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周
辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件と
し，直ちに経路上の弁を開放することにより，自動で臨界事故が発生した
機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中
性子吸収材の供給が完了できる設計とする。

機能要求②

－

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.2　基本設計方針

【3.2　基本設計方針】
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系を設ける設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給槽，可溶性中性子
吸収材の自動供給で使用する主要弁及び主配管等
で構成する。
　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気
設備の一部である一般圧縮空気系及び安全圧縮空
気系並びに「臨界事故」の発生を仮定する機器を
常設重大事故等対処設備として位置付け，未臨界
に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

74

第２章　個別項目
２　再処理設備本体
2.4　精製施設
2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備
2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

75
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収
材供給槽，可溶性中性子吸収材の自動供給で使用する主要弁及び主配管等
で構成する。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図） 基本方針

76

　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である一般圧
縮空気系及び安全圧縮空気系並びに「臨界事故」の発生を仮定する機器を
常設重大事故等対処設備として位置付け，未臨界に移行し，及び未臨界を
維持できる設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

基本方針

77

　臨界事故が発生した場合の重大事故等対処設備として，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系の他，安全保護回路の重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路及び計測制御設備の臨界検知用放射線検出器並びにガンマ線用
サーベイメータ及び中性子線用サーベイメータを使用する設計とする。な
お，安全保護回路については「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故
時可溶性中性子吸収材供給回路」に，計測制御設備については「4.1　計
測制御設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

79
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材を内包で
きる設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）

設計方針

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針

78

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生を判定した
場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重
力流により供給できる設計とする。

機能要求②

80

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周
辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件と
し，直ちに経路上の弁を開放することにより，自動で臨界事故が発生した
機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中
性子吸収材の供給が完了できる設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 基本方針 － － －

○ － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

○ － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

○ － 基本方針 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び
関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
3.3.1.2　安全保護回路
3.3.1.3　計測制御設備

【3.3.1.2　安全保護回路】
　臨界事故への対処に使用する安全保護回路につ
いて説明する。

【3.3.1.3　計測制御設備】
　臨界事故への対処に使用する計測制御設備につ
いて説明する。

○ －

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）

－ －

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

○ －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び
関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-4　配置図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統構
成や設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用
放射線検出器において臨界事故の発生を判定した
場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性
中性子吸収材を自動で重力流により供給できる設
計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未臨界に移
行するために必要な可溶性中性子吸収材を内包で
きる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用
放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周
辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生した
と判定したことを条件とし，直ちに経路上の弁を
開放することにより，自動で臨界事故が発生した
機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給
し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了
できる設計とする。<配管>

・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）
<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

－

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

－ －○

－

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）
<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

－

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.2　基本設計方針

【3.2　基本設計方針】
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系を設ける設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給槽，可溶性中性子
吸収材の自動供給で使用する主要弁及び主配管等
で構成する。
　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気
設備の一部である一般圧縮空気系及び安全圧縮空
気系並びに「臨界事故」の発生を仮定する機器を
常設重大事故等対処設備として位置付け，未臨界
に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

81
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子
吸収材を供給できる設計とする。さらに，可溶性中性子吸収材の供給が自
動で開始されたことを，中央制御室において確認できる設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針 － － － －

－

82

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故が発生した場合にお
ける放射線の影響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が供給できる
よう，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁は，駆動源の喪失又は系
統の遮断が発生した場合には，フェイルセイフにより弁を開とする設計と
する。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針 － － － －

－

83

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とならないよう
設計することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び
誤操作による漏えいを防止できる設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び
関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統構
成や設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学薬品を内
包するため，化学薬品の漏えい源とならないよう
設計することとし，具体的には適切な材料を選定
し，耐震性を確保し及び誤操作による漏えいを防
止できる設計とする。

－ － － －

－

85
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.2　基本設計方針

【3.2　基本設計方針】
関連する工程を停止すること等については，保安
規定に定めて，管理する。

－ － － －

－

－

【8.2.2.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(4)　悪影響防止】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，重大事故
等発生前（通常時）の分離された状態から弁等の
操作により重大事故等対処設備としての系統構成
とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさな
い設計とする。

－ － － －86

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系配管は，重大事故等発生前（通常時）の分離された状態から弁等の
操作により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の
設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.2　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.2.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(4)　悪影響防止

－ －－84

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，安全上重要な施設以外の
安全機能を有する施設は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，
火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等によ
り重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.3  多様性，位置的分散等

Ⅵ-1-5-2-1　臨界事故の拡大を防止するための設
備に関する説明書
4.重大事故等対処設備の設計方針

【2.3  多様性，位置的分散等】
重大事故等対処設備は，共通要因の特性を踏まえ
た設計とする。共通要因としては，重大事故等に
おける条件，自然現象，人為事象，周辺機器等か
らの影響及び安全機能を有する施設の設計におい
て想定した規模よりも大きい規模(以下「設計基
準より厳しい条件」という。)の要因となる事象
を考慮する。
（以下省略）

【4.重大事故等対処設備の設計方針】
重大事故等対処設備の設計方針の「多様性，位置
的分散等」「悪影響防止」「環境条件等」「操作
性の確保」「試験・検査性」についての詳細は
「Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全性
に関する説明書」の「2.9.2.2(1)　重大事故時可
溶性中性子吸収材供給系」に示す。

－ －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び
関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統構
成や設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系】
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故
時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計
とする。さらに，可溶性中性子吸収材の供給が自
動で開始されたことを，中央制御室において確認
できる設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

81
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子
吸収材を供給できる設計とする。さらに，可溶性中性子吸収材の供給が自
動で開始されたことを，中央制御室において確認できる設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針

82

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故が発生した場合にお
ける放射線の影響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が供給できる
よう，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁は，駆動源の喪失又は系
統の遮断が発生した場合には，フェイルセイフにより弁を開とする設計と
する。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針

83

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とならないよう
設計することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び
誤操作による漏えいを防止できる設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）

設計方針

85
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

86

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系配管は，重大事故等発生前（通常時）の分離された状態から弁等の
操作により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の
設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（悪影響防
止）

84

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，安全上重要な施設以外の
安全機能を有する施設は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，
火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等によ
り重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

○ － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

○ －

【精製建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）

－ －

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び
関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統構
成や設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学薬品を内
包するため，化学薬品の漏えい源とならないよう
設計することとし，具体的には適切な材料を選定
し，耐震性を確保し及び誤操作による漏えいを防
止できる設計とする。

○ － 施設共通　基本設計方針 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.2　基本設計方針

【3.2　基本設計方針】
関連する工程を停止すること等については，保安
規定に定めて，管理する。

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統構
成や設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系】
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故
時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計
とする。さらに，可溶性中性子吸収材の供給が自
動で開始されたことを，中央制御室において確認
できる設計とする。

○ － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.2　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.2.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(4)　悪影響防止

【8.2.2.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(4)　悪影響防止】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，重大事故
等発生前（通常時）の分離された状態から弁等の
操作により重大事故等対処設備としての系統構成
とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさな
い設計とする。

【2.3  多様性，位置的分散等】
重大事故等対処設備は，共通要因の特性を踏まえ
た設計とする。共通要因としては，重大事故等に
おける条件，自然現象，人為事象，周辺機器等か
らの影響及び安全機能を有する施設の設計におい
て想定した規模よりも大きい規模(以下「設計基
準より厳しい条件」という。)の要因となる事象
を考慮する。
（以下省略）

【4.重大事故等対処設備の設計方針】
重大事故等対処設備の設計方針の「多様性，位置
的分散等」「悪影響防止」「環境条件等」「操作
性の確保」「試験・検査性」についての詳細は
「Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全性
に関する説明書」の「2.9.2.2(1)　重大事故時可
溶性中性子吸収材供給系」に示す。

○ － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.3  多様性，位置的分散等

Ⅵ-1-5-2-1　臨界事故の拡大を防止するための設
備に関する説明書
4.重大事故等対処設備の設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び
関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

87
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶性中性子吸収材が確実か
つ迅速に供給できるよう，「臨界事故」の発生を仮定する機器１基当たり
１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.2　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.2.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(4)　悪影響防止
(3)　個数及び容量

－ － － －

－

88

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要となる
可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸
収材を内包できる設計とし，精製建屋に２系列を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針（個数及び容
量）

－ － － －

－

89
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニ
ウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。

機能要求②

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）

設計方針（個数及び容
量）

－ － － －

－

90
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故時において，臨界検
知用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とする。

機能要求② ○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.2　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.2.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.2.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界
事故時において，臨界検知用放射線検出器の誤差
を考慮して確実に作動する設計とする。

－ － － －

－

91
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，「臨界事故」の発生を仮定す
る機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計
とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.2　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.2.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.2.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，「臨
界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故
等への対処に必要な設備を１セット確保する設計
とする。

－ － － －

－

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.2　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.2.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(3)　個数及び容量

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.2.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶
性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給できるよ
う，「臨界事故」の発生を仮定する機器１基当た
り１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界
を維持できる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要となる
可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕
を有して可溶性中性子吸収材を内包できる設計と
し，精製建屋に２系列を設置する設計とする。
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，
その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余
裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

87
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶性中性子吸収材が確実か
つ迅速に供給できるよう，「臨界事故」の発生を仮定する機器１基当たり
１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（個数及び容
量）

88

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要となる
可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸
収材を内包できる設計とし，精製建屋に２系列を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針（個数及び容
量）

89
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニ
ウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。

機能要求②

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）

設計方針（個数及び容
量）

90
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故時において，臨界検
知用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とする。

機能要求② ○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
設計方針（個数及び容
量）

91
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，「臨界事故」の発生を仮定す
る機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計
とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（個数及び容
量）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.2　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.2.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(4)　悪影響防止
(3)　個数及び容量

○ －

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

－ －

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

○ －

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）

－ －

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

○ － ○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁 － －

<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.2　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.2.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.2.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界
事故時において，臨界検知用放射線検出器の誤差
を考慮して確実に作動する設計とする。

○ － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.2　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.2.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.2.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，「臨
界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故
等への対処に必要な設備を１セット確保する設計
とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.2　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.2.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(3)　個数及び容量

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.2.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶
性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給できるよ
う，「臨界事故」の発生を仮定する機器１基当た
り１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界
を維持できる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要となる
可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕
を有して可溶性中性子吸収材を内包できる設計と
し，精製建屋に２系列を設置する設計とする。
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，
その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余
裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

92
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，安全上重要な施設は，外
部からの衝撃による損傷を防止できる精製建屋に設置し，風（台風）等に
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（環境条件
等）

－ － － －

－

93
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，安全上重要な施設は，溢
水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被
水防護及び被液防護する設計とする。

機能要求①
設置要求

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（環境条件
等）

－ － － －

－

94

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管の全周破断に対して，適
切な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体
（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。

機能要求②
設置要求

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
〇貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針（環境条件
等）

－ － － －

－

95
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定される重大事故等が発生
した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作可能な設
計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（環境条件
等）

－ － － －

－

97
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常時において，重大事故等
に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解
点検等が可能な設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（試験・検
査）

－ － － －

－

98
　性能確認においては，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路からの信
号による重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁の作動試験等を行うこ
とにより定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（試験・検
査）

－ － － －

－

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.2　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.2.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(7)　試験・検査

【8.2.2.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(7)　試験・検査】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常
時において，重大事故等に対処するために必要な
機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解
点検等が可能な設計とする。
　性能確認においては，重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路からの信号による重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系の弁の作動試験等を行うこ
とにより定期的に試験及び検査を実施できる設計
とする。

－ － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.2　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.2.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(5)　環境条件等

【8.2.2.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(5)　環境条件等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，
安全上重要な施設は，外部からの衝撃による損傷
を防止できる精製建屋に設置し，風（台風）等に
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，
安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬品の漏え
い量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被
水防護及び被液防護する設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管
の全周破断に対して，適切な材質とすることによ
り，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体
（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定
される重大事故等が発生した場合においても操作
に支障がないように，中央制御室で操作可能な設
計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.2　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.2.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(6)　操作性の確保

96

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系配管は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えることができ
るよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作により，安全機
能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替え
られる設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（操作性の確
保）

【8.2.2.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(6)　操作性の確保】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，通常時に
使用する系統から速やかに切り替えることができ
るよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁
等の操作により，安全機能を有する施設の系統か
ら重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替え
られる設計とする。

－
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

92
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，安全上重要な施設は，外
部からの衝撃による損傷を防止できる精製建屋に設置し，風（台風）等に
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（環境条件
等）

93
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，安全上重要な施設は，溢
水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被
水防護及び被液防護する設計とする。

機能要求①
設置要求

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（環境条件
等）

94

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管の全周破断に対して，適
切な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体
（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。

機能要求②
設置要求

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
〇貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針（環境条件
等）

95
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定される重大事故等が発生
した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作可能な設
計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（環境条件
等）

97
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常時において，重大事故等
に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解
点検等が可能な設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（試験・検
査）

98
　性能確認においては，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路からの信
号による重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁の作動試験等を行うこ
とにより定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（試験・検
査）

96

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系配管は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えることができ
るよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作により，安全機
能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替え
られる設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.5-6表(1)、第4.5-8図）

設計方針（操作性の確
保）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

○ － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

○ －

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
〇貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

－ －

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

○ － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

○ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

○ － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.2　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.2.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(7)　試験・検査

【8.2.2.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(7)　試験・検査】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常
時において，重大事故等に対処するために必要な
機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解
点検等が可能な設計とする。
　性能確認においては，重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路からの信号による重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系の弁の作動試験等を行うこ
とにより定期的に試験及び検査を実施できる設計
とする。

－ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －○

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.2　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.2.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(5)　環境条件等

【8.2.2.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(5)　環境条件等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，
安全上重要な施設は，外部からの衝撃による損傷
を防止できる精製建屋に設置し，風（台風）等に
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，
安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬品の漏え
い量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被
水防護及び被液防護する設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管
の全周破断に対して，適切な材質とすることによ
り，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体
（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定
される重大事故等が発生した場合においても操作
に支障がないように，中央制御室で操作可能な設
計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.2　精製建屋一時貯留処理設備
8.2.2.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(6)　操作性の確保

【8.2.2.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(6)　操作性の確保】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，通常時に
使用する系統から速やかに切り替えることができ
るよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁
等の操作により，安全機能を有する施設の系統か
ら重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替え
られる設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AA）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

35

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

36

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続す
る配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物
質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

37

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備
及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針 － － － － －

38

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

39

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

40

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への
放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃
ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

41

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気
を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な
重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

42

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び
「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中
性子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計につ
いては，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶
性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路の設計については，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の
「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備
の設計については，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の
「5.1.7　廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設計について
は，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故
時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に
関する説明書書　1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故
が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，
換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出で
きるようにし，放射性物質の放出による影響を緩
和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替
可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気
系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は
液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨
界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける
設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生し
た放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放
射性物質の放出量を低減するために必要な重大事
故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計
とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器
等に供給し，水素掃気を実施することにより，機
器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として
臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用す
る代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計につ
いては，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の
設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留
処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路の設計については，第2章　個別項目
の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性
中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給回路の設計については，第2
章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃
ガス貯留設備の設計については，第2章　個別項
目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7
廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設
計については，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮
空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気
系」に示す。

第１回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AA）

別紙２

35

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

36

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続す
る配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物
質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

37

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備
及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針

38

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

39

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

40

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への
放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃
ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

41

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気
を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な
重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

42

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び
「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中
性子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計につ
いては，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶
性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路の設計については，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の
「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備
の設計については，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の
「5.1.7　廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設計について
は，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故
時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ －

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

－ － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に
関する説明書書　1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故
が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，
換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出で
きるようにし，放射性物質の放出による影響を緩
和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替
可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気
系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は
液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨
界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける
設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生し
た放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放
射性物質の放出量を低減するために必要な重大事
故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計
とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器
等に供給し，水素掃気を実施することにより，機
器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として
臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用す
る代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計につ
いては，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の
設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留
処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路の設計については，第2章　個別項目
の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性
中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給回路の設計については，第2
章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃
ガス貯留設備の設計については，第2章　個別項
目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7
廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設
計については，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮
空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気
系」に示す。

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AA）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

43

第２章　個別項目
２　再処理設備本体
2.2　溶解施設
2.2.1　溶解設備
2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － －

－

44
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収
材供給槽，可溶性中性子吸収材の自動供給で使用する主要弁及び主配管等
で構成する。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

基本方針 － － － －

－

45

　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である一般圧
縮空気系及び「臨界事故」の発生を仮定する機器を常設重大事故等対処設
備として位置付け，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とす
る。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図） 基本方針

－ － － －

－

46

　臨界事故が発生した場合の重大事故等対処設備として，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系の他，安全保護回路の重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路及び計測制御設備の臨界検知用放射線検出器並びにガンマ線用
サーベイメータ及び中性子線用サーベイメータを使用する設計とする。な
お，安全保護回路については「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故
時可溶性中性子吸収材供給回路」に，計測制御設備については「4.1　計
測制御設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び
関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
3.3.1.2　安全保護回路
3.3.1.3　計測制御設備

【3.3.1.2　安全保護回路】
　臨界事故への対処に使用する安全保護回路につ
いて説明する。

【3.3.1.3　計測制御設備】
　臨界事故への対処に使用する計測制御設備につ
いて説明する。

48
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材を内包で
きる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)

設計方針 － － － － －

－

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

設計方針47

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生を判定した
場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重
力流により供給できる設計とする。

機能要求②

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.2　基本設計方針

【3.2　基本設計方針】
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系を設ける設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給槽，可溶性中性子
吸収材の自動供給で使用する主要弁及び主配管等
で構成する。
　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気
設備の一部である一般圧縮空気系及び「臨界事
故」の発生を仮定する機器を常設重大事故等対処
設備として位置付け，未臨界に移行し，及び未臨
界を維持できる設計とする。

49

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周
辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件と
し，直ちに経路上の弁を開放することにより，自動で臨界事故が発生した
機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中
性子吸収材の供給が完了できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び
関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-4　配置図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統構
成や設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用
放射線検出器において臨界事故の発生を判定した
場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性
中性子吸収材を自動で重力流により供給できる設
計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未臨界に移
行するために必要な可溶性中性子吸収材を内包で
きる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用
放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周
辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生した
と判定したことを条件とし，直ちに経路上の弁を
開放することにより，自動で臨界事故が発生した
機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給
し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了
できる設計とする。

－ －

－

－ － －

－ － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AA）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

43

第２章　個別項目
２　再処理設備本体
2.2　溶解施設
2.2.1　溶解設備
2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

44
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収
材供給槽，可溶性中性子吸収材の自動供給で使用する主要弁及び主配管等
で構成する。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

基本方針

45

　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である一般圧
縮空気系及び「臨界事故」の発生を仮定する機器を常設重大事故等対処設
備として位置付け，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とす
る。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図） 基本方針

46

　臨界事故が発生した場合の重大事故等対処設備として，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系の他，安全保護回路の重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路及び計測制御設備の臨界検知用放射線検出器並びにガンマ線用
サーベイメータ及び中性子線用サーベイメータを使用する設計とする。な
お，安全保護回路については「4.2　安全保護回路」の「4.2.3　重大事故
時可溶性中性子吸収材供給回路」に，計測制御設備については「4.1　計
測制御設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

48
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材を内包で
きる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)

設計方針

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

設計方針47

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生を判定した
場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重
力流により供給できる設計とする。

機能要求②

49

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周
辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件と
し，直ちに経路上の弁を開放することにより，自動で臨界事故が発生した
機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中
性子吸収材の供給が完了できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 基本方針 － － －

○ － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

○ － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

○ － 基本方針 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び
関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
3.3.1.2　安全保護回路
3.3.1.3　計測制御設備

【3.3.1.2　安全保護回路】
　臨界事故への対処に使用する安全保護回路につ
いて説明する。

【3.3.1.3　計測制御設備】
　臨界事故への対処に使用する計測制御設備につ
いて説明する。

〇 －

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)

－ －

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）
<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）
<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.2　基本設計方針

【3.2　基本設計方針】
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系を設ける設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給槽，可溶性中性子
吸収材の自動供給で使用する主要弁及び主配管等
で構成する。
　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気
設備の一部である一般圧縮空気系及び「臨界事
故」の発生を仮定する機器を常設重大事故等対処
設備として位置付け，未臨界に移行し，及び未臨
界を維持できる設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び
関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-4　配置図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統構
成や設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用
放射線検出器において臨界事故の発生を判定した
場合に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性
中性子吸収材を自動で重力流により供給できる設
計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未臨界に移
行するために必要な可溶性中性子吸収材を内包で
きる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大
事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用
放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周
辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生した
と判定したことを条件とし，直ちに経路上の弁を
開放することにより，自動で臨界事故が発生した
機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給
し，10分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了
できる設計とする。

〇 －

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

－ －

〇 －

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

－ －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AA）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

50
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子
吸収材を供給できる設計とする。さらに，可溶性中性子吸収材の供給が自
動で開始されたことを，中央制御室において確認できる設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針 － － － －

－

51

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故が発生した場合にお
ける放射線の影響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が供給できる
よう，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁は，駆動源の喪失又は系
統の遮断が発生した場合には，フェイルセイフにより弁を開とする設計と
する。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針 － － － －

－

52

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とならないよう
設計することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び
誤操作による漏えいを防止できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び
関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統構
成や設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学薬品を内
包するため，化学薬品の漏えい源とならないよう
設計することとし，具体的には適切な材料を選定
し，耐震性を確保し及び誤操作による漏えいを防
止できる設計とする。

－ － － － －

54
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.2　基本設計方針

【3.2　基本設計方針】
　関連する工程を停止すること等については，保
安規定に定めて，管理する。

－ － － － －

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，自然現象，人為事象，溢水，
化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する
工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計と
する。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

設計方針（悪影響防
止）

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統構
成や設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系】
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故
時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計
とする。さらに，可溶性中性子吸収材の供給が自
動で開始されたことを，中央制御室において確認
できる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界
事故が発生した場合における放射線の影響を考慮
しても，確実に可溶性中性子吸収材が供給できる
よう，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁
は，駆動源の喪失又は系統の遮断が発生した場合
には，フェイルセイフにより弁を開とする設計と
する。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(2)　多様性，位置的分散等

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(2)　多様性，位置的分散等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，自然
現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及
び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する
工程の停止等により重大事故等に対処するための
機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(4)　悪影響防止

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(4)　悪影響防止】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，重大事故
等発生前（通常時）の分離された状態から弁等の
操作により重大事故等対処設備としての系統構成
とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさな
い設計とする。

55

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系配管は，重大事故等発生前（通常時）の分離された状態から弁等の
操作により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の
設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

53

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び
関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

－ － －

－－－ － －

－ －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AA）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

50
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子
吸収材を供給できる設計とする。さらに，可溶性中性子吸収材の供給が自
動で開始されたことを，中央制御室において確認できる設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針

51

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故が発生した場合にお
ける放射線の影響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が供給できる
よう，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁は，駆動源の喪失又は系
統の遮断が発生した場合には，フェイルセイフにより弁を開とする設計と
する。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針

52

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とならないよう
設計することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び
誤操作による漏えいを防止できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)

設計方針

54
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，自然現象，人為事象，溢水，
化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する
工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計と
する。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

設計方針（悪影響防
止）

55

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系配管は，重大事故等発生前（通常時）の分離された状態から弁等の
操作により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の
設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

53

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

〇 －

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)

－ －

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び
関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統構
成や設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学薬品を内
包するため，化学薬品の漏えい源とならないよう
設計することとし，具体的には適切な材料を選定
し，耐震性を確保し及び誤操作による漏えいを防
止できる設計とする。

〇 － 施設共通　基本設計方針 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.2　基本設計方針

【3.2　基本設計方針】
　関連する工程を停止すること等については，保
安規定に定めて，管理する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
3.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の基本
方針
3.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び
関連設備の系統設計方針
3.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統構
成や設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系】
　また，弁を多重化すること等により，臨界事故
時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計
とする。さらに，可溶性中性子吸収材の供給が自
動で開始されたことを，中央制御室において確認
できる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界
事故が発生した場合における放射線の影響を考慮
しても，確実に可溶性中性子吸収材が供給できる
よう，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁
は，駆動源の喪失又は系統の遮断が発生した場合
には，フェイルセイフにより弁を開とする設計と
する。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(2)　多様性，位置的分散等

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(2)　多様性，位置的分散等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，自然
現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及
び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する
工程の停止等により重大事故等に対処するための
機能を損なわない設計とする。

○ － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(4)　悪影響防止

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(4)　悪影響防止】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，重大事故
等発生前（通常時）の分離された状態から弁等の
操作により重大事故等対処設備としての系統構成
とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさな
い設計とする。

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AA）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

56
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶性中性子吸収材が確実か
つ迅速に供給できるよう，「臨界事故」の発生を仮定する機器１基当たり
１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(3)　個数及び容量

－ － － － －

57

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要となる
可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸
収材を内包できる設計とし，前処理建屋に４系列を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)

設計方針（個数及び容
量）

－ － － － －

58
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニ
ウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)

設計方針（個数及び容
量）

－ － － － －

59
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故時において，臨界検
知用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とする。

機能要求② ○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界
事故時において，臨界検知用放射線検出器の誤差
を考慮して確実に作動する設計とする。

－ － － － －

60
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，「臨界事故」の発生を仮定す
る機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計
とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，「臨
界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故
等への対処に必要な設備を１セット確保する設計
とする。

－ － － － －

61

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管の全周破断に対して，適
切な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体
（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○貯槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

設計方針（環境条件
等）

－ － － － －

62
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定される重大事故等が発生
した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作可能な設
計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針（環境条件
等）

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(5)　環境条件等

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(5)　環境条件等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管
の全周破断に対して，適切な材質とすることによ
り，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体
（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定
される重大事故等が発生した場合においても操作
に支障がないように，中央制御室で操作可能な設
計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(3)　個数及び容量

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶
性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給できるよ
う，「臨界事故」の発生を仮定する機器１基当た
り１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界
を維持できる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要となる
可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕
を有して可溶性中性子吸収材を内包できる設計と
し，前処理建屋に４系列を設置する設計とする。
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，
その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余
裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AA）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

56
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶性中性子吸収材が確実か
つ迅速に供給できるよう，「臨界事故」の発生を仮定する機器１基当たり
１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針（個数及び容
量）

57

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要となる
可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸
収材を内包できる設計とし，前処理建屋に４系列を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)

設計方針（個数及び容
量）

58
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニ
ウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)

設計方針（個数及び容
量）

59
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故時において，臨界検
知用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とする。

機能要求② ○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
設計方針（個数及び容
量）

60
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，「臨界事故」の発生を仮定す
る機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計
とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針（個数及び容
量）

61

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管の全周破断に対して，適
切な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体
（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○貯槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

設計方針（環境条件
等）

62
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定される重大事故等が発生
した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作可能な設
計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針（環境条件
等）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(3)　個数及び容量

〇 －

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)

－ －

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

〇 －

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗
浄槽用)

－ －

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

〇 － ○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁 － －

<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界
事故時において，臨界検知用放射線検出器の誤差
を考慮して確実に作動する設計とする。

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，「臨
界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故
等への対処に必要な設備を１セット確保する設計
とする。

〇 －

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○貯槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

－ －

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(5)　環境条件等

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(5)　環境条件等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管
の全周破断に対して，適切な材質とすることによ
り，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体
（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定
される重大事故等が発生した場合においても操作
に支障がないように，中央制御室で操作可能な設
計とする。

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶
性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給できるよ
う，「臨界事故」の発生を仮定する機器１基当た
り１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界
を維持できる設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要となる
可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕
を有して可溶性中性子吸収材を内包できる設計と
し，前処理建屋に４系列を設置する設計とする。
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，
その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余
裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(3)　個数及び容量

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

Ⅵ-2-5　構造図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AA）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

65
　性能確認においては，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路からの信
号による重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁の作動試験等を行うこ
とにより定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針（試験・検
査）

－ － － － －

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(6)　操作性の確保

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(6)　操作性の確保】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，通常時に
使用する系統から速やかに切り替えることができ
るよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁
等の操作により，安全機能を有する施設の系統か
ら重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替え
られる設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(7)　試験・検査

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(7)　試験・検査】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常
時において，重大事故等に対処するために必要な
機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解
点検等が可能な設計とする。
　性能確認においては，重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路からの信号による重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系の弁の作動試験等を行うこ
とにより定期的に試験及び検査を実施できる設計
とする。

－ － －

63

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系配管は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えることができ
るよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作により，安全機
能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替え
られる設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針（操作性の確
保）

64
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常時において，重大事故等
に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解
点検等が可能な設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針（試験・検
査）

－ －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AA）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

65
　性能確認においては，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路からの信
号による重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁の作動試験等を行うこ
とにより定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針（試験・検
査）

63

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系配管は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えることができ
るよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作により，安全機
能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替え
られる設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針（操作性の確
保）

64
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常時において，重大事故等
に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解
点検等が可能な設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6図）

設計方針（試験・検
査）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(7)　試験・検査

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(7)　試験・検査】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，通常
時において，重大事故等に対処するために必要な
機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解
点検等が可能な設計とする。
　性能確認においては，重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路からの信号による重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系の弁の作動試験等を行うこ
とにより定期的に試験及び検査を実施できる設計
とする。

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.1　溶解設備
8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
(6)　操作性の確保

【8.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系　(6)　操作性の確保】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事
故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，通常時に
使用する系統から速やかに切り替えることができ
るよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁
等の操作により，安全機能を有する施設の系統か
ら重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替え
られる設計とする。

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

2

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続す
る配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物
質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

3

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備
及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針 － － － － －

4

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

5

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

6

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への
放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃
ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

7

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気
を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な
重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

8

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び
「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中
性子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計につ
いては，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶
性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路の設計については，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の
「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備
の設計については，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の
「5.1.7　廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設計について
は，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故
時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

9

第２章　個別項目
４　計測制御系統施設
4.2　安全保護回路
4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
　溶解施設の溶解槽において臨界事故が発生した場合，溶解施設の溶解槽
に可溶性中性子吸収材を供給し，溶解施設の溶解槽を未臨界に移行するた
めに必要な重大事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

10
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状の核燃料物質の移送を停止す
ることで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備として代替可
溶性中性子吸収材緊急供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

11

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界検知用放射線検出器及び
緊急停止系で構成する。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，緊急停止操作ス
イッチ及び設計基準対象の施設のせん断機を停止する回路で構成する。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，ハードワイヤー
ドロジックで構成する。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

基本方針 － － － － －

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.2　基本設計方針

【4.2　基本設計方針】
　溶解施設の溶解槽において臨界事故が発生した
場合，溶解施設の溶解槽に可溶性中性子吸収材を
供給し，溶解施設の溶解槽を未臨界に移行するた
めに必要な重大事故等対処設備として代替可溶性
中性子吸収材緊急供給回路を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状の核
燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持す
るために必要な重大事故等対処設備として代替可
溶性中性子吸収材緊急供給回路を設ける設計とす
る。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界
検知用放射線検出器及び緊急停止系で構成する。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停
止系は，緊急停止操作スイッチ及び設計基準対象
の施設のせん断機を停止する回路で構成する。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停
止系は，ハードワイヤードロジックで構成する。

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に
関する説明書書　1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故
が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，
換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出で
きるようにし，放射性物質の放出による影響を緩
和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替
可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気
系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は
液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨
界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける
設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生し
た放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放
射性物質の放出量を低減するために必要な重大事
故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計
とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器
等に供給し，水素掃気を実施することにより，機
器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として
臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用す
る代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計につ
いては「2.代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の
基本方針」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系の設計については「3.重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系の基本方針」に，代替可溶性中性
子吸収材緊急供給回路の設計については「4.代替
可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故
時可溶性中性子吸収材供給回路の設計については
「5.重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」
に，廃ガス貯留設備の設計については「Ⅵ-1-6-3
廃ガス貯留設備に関する説明書」に，臨界事故時
水素掃気系の設計については「6.臨界事故時水素
掃気系」に示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙２

1

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

2

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続す
る配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物
質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

3

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備
及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針

4

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

5

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

6

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への
放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃
ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

7

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気
を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な
重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

8

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び
「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中
性子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計につ
いては，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶
性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路の設計については，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の
「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備
の設計については，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の
「5.1.7　廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設計について
は，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故
時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

9

第２章　個別項目
４　計測制御系統施設
4.2　安全保護回路
4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
　溶解施設の溶解槽において臨界事故が発生した場合，溶解施設の溶解槽
に可溶性中性子吸収材を供給し，溶解施設の溶解槽を未臨界に移行するた
めに必要な重大事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

10
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状の核燃料物質の移送を停止す
ることで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備として代替可
溶性中性子吸収材緊急供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

11

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界検知用放射線検出器及び
緊急停止系で構成する。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，緊急停止操作ス
イッチ及び設計基準対象の施設のせん断機を停止する回路で構成する。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，ハードワイヤー
ドロジックで構成する。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ －

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
計装設備
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
廃ガス貯留設備
臨界事故時水素掃気系

－ － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ －
計装設備
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.2　基本設計方針

第２回

【4.2　基本設計方針】
　溶解施設の溶解槽において臨界事故が発生した
場合，溶解施設の溶解槽に可溶性中性子吸収材を
供給し，溶解施設の溶解槽を未臨界に移行するた
めに必要な重大事故等対処設備として代替可溶性
中性子吸収材緊急供給回路を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状の核
燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持す
るために必要な重大事故等対処設備として代替可
溶性中性子吸収材緊急供給回路を設ける設計とす
る。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界
検知用放射線検出器及び緊急停止系で構成する。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停
止系は，緊急停止操作スイッチ及び設計基準対象
の施設のせん断機を停止する回路で構成する。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停
止系は，ハードワイヤードロジックで構成する。

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に
関する説明書書　1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故
が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，
換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出で
きるようにし，放射性物質の放出による影響を緩
和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替
可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気
系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は
液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨
界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける
設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生し
た放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放
射性物質の放出量を低減するために必要な重大事
故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計
とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器
等に供給し，水素掃気を実施することにより，機
器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として
臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用す
る代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計につ
いては「2.代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の
基本方針」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系の設計については「3.重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系の基本方針」に，代替可溶性中性
子吸収材緊急供給回路の設計については「4.代替
可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故
時可溶性中性子吸収材供給回路の設計については
「5.重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」
に，廃ガス貯留設備の設計については「Ⅵ-1-6-3
廃ガス貯留設備に関する説明書」に，臨界事故時
水素掃気系の設計については「6.臨界事故時水素
掃気系」に示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

12
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器は，臨
界事故が発生した機器から放出される核分裂に伴う放射線を計測すること
で，臨界事故が発生した場合にその発生を即座に検知できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータの
計測又は推定

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検
知用放射線検出器は，臨界事故が発生した機器か
ら放出される核分裂に伴う放射線を計測すること
で，臨界事故が発生した場合にその発生を即座に
検知できる設計とする。

－ － － － －

13
　臨界検知用放射線検出器は，溶解施設の溶解槽１基当たり十分な台数を
設ける設計とする。

設置要求
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の個数を説
明する。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器は，溶解施設の溶解槽
１基当たり十分な台数以上を設ける設計とする。

－ － － － －

14
　臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測定原理が単純であり，放
射線計測分野で多く用いられているガンマ線用検出器とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータの
計測又は推定

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測
定原理が単純であり，放射線計測分野で多く用い
られているガンマ線用検出器とする。

－ － － － －

15
　臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露された場合でも窒息現象が生
じにくい測定方式とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータの
計測又は推定

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露された
場合でも窒息現象が生じにくい測定方式とする。

－ － － －

－

16
　臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界検知用放射線検出器の論
理回路に入力し，論理回路により臨界事故の発生を判定する設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界
検知用放射線検出器の論理回路に入力し，論理回
路により臨界事故の発生を判定する設計とする。

－ － － －

－

17

　臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線検出器の誤作動等を考慮
して，臨界検知用放射線検出器からの警報の「２ out of ３」論理を用
い，同時に２台以上の臨界検知用放射線検出器から警報が発せられた場合
に臨界事故が発生したと判定する設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線
検出器の誤作動等を考慮して，臨界検知用放射線
検出器からの警報の「２ out of ３」論理を用
い，同時に２台以上の臨界検知用放射線検出器か
ら警報が発せられた場合に臨界事故が発生したと
判定する設計とする。

－ － － －

－
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

12
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器は，臨
界事故が発生した機器から放出される核分裂に伴う放射線を計測すること
で，臨界事故が発生した場合にその発生を即座に検知できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

13
　臨界検知用放射線検出器は，溶解施設の溶解槽１基当たり十分な台数を
設ける設計とする。

設置要求
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）

設計方針

14
　臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測定原理が単純であり，放
射線計測分野で多く用いられているガンマ線用検出器とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針

15
　臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露された場合でも窒息現象が生
じにくい測定方式とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針

16
　臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界検知用放射線検出器の論
理回路に入力し，論理回路により臨界事故の発生を判定する設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針

17

　臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線検出器の誤作動等を考慮
して，臨界検知用放射線検出器からの警報の「２ out of ３」論理を用
い，同時に２台以上の臨界検知用放射線検出器から警報が発せられた場合
に臨界事故が発生したと判定する設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータの
計測又は推定

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検
知用放射線検出器は，臨界事故が発生した機器か
ら放出される核分裂に伴う放射線を計測すること
で，臨界事故が発生した場合にその発生を即座に
検知できる設計とする。

○ －
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

－ － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の個数を説
明する。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器は，溶解施設の溶解槽
１基当たり十分な台数以上を設ける設計とする。

○ －
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

－ －
<計測装置>
・検出器の種類

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータの
計測又は推定

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測
定原理が単純であり，放射線計測分野で多く用い
られているガンマ線用検出器とする。

○ －
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

－ －
<計測装置>
・検出器の種類

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータの
計測又は推定

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露された
場合でも窒息現象が生じにくい測定方式とする。

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － － －

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界
検知用放射線検出器の論理回路に入力し，論理回
路により臨界事故の発生を判定する設計とする。

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － － －

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線
検出器の誤作動等を考慮して，臨界検知用放射線
検出器からの警報の「２ out of ３」論理を用
い，同時に２台以上の臨界検知用放射線検出器か
ら警報が発せられた場合に臨界事故が発生したと
判定する設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

〇代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

〇主要弁（1121A,B-W3601, W3602, 1141A-W3101,
W3102, W3103, W3104, W3105, W3106, 1142-
W3010, W3020, W3030, W3040, W3050, W3060）
○空気圧縮機

19
　臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用交流電源設備からとし，
外部電源の喪失等により電源が遮断され，誤警報を発することがない設計
とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用
交流電源設備からとし，外部電源の喪失等により
電源が遮断され，誤警報を発することがない設計
とする。

－ － － －

－

20

　臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が発生した場合に線量率の
上昇を検知しやすいよう，臨界事故が発生する機器に可能な限り近接させ
るとともに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確実に検知できる設計とす
る。

設置要求
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）

設計方針

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータの
計測又は推定

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

Ⅵ-2-4　配置図

【2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータ
の計測又は推定】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が
発生した場合に線量率の上昇を検知しやすいよ
う，臨界事故が発生する機器に可能な限り近接さ
せるとともに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確
実に検知できる設計とする。

－ － － － －

21

　臨界検知用放射線検出器の測定範囲については，想定される臨界事故の

規模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）に
対し，核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合においても測定で
きる設計とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータの
計測又は推定

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータ
の計測又は推定】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器の測定範囲について
は，想定される臨界事故の規模（プラトー期にお
ける核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）
に対し，核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生
じた場合においても測定できる設計とする。

－ － － － －

23

　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列当たり十分な台数を設け
る多重化構成とし，臨界検知用放射線検出器の信号を分配して入力するこ
とにより，片方の論理回路の機能が喪失した場合でも臨界事故の検知機能
を喪失しない設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列
当たり十分な台数を設ける多重化構成とし，臨界
検知用放射線検出器の信号を分配して入力するこ
とにより，片方の論理回路の機能が喪失した場合
でも臨界事故の検知機能を喪失しない設計とす
る。

－ － － － －

－ － － －

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定
される臨界事故の規模（プラトー期における核分
裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の臨界事
故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確
実に警報を発するよう設定し，具体的には通常想
定される線量率の変動を考慮するとともに，バッ
クグラウンドレベルの50倍を目安に設定する。

－22

　臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事故の規模

（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の臨界
事故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に警報を発するよう
設定し，具体的には通常想定される線量率の変動を考慮するとともに，
バックグラウンドレベルの50倍を目安に設定する。

機能要求② 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 設計方針

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事
故が発生したと判定した場合に，中央制御室に警
報を発し，臨界事故への対処を促すとともに，代
替可溶性中性子吸収材緊急供給系の供給弁の開信
号，廃ガス貯留設備の隔離弁の開信号，廃ガス貯
留設備の空気圧縮機の起動信号及び廃ガス貯留設
備のせん断処理・溶解廃ガス処理設備の隔離弁の
閉信号を発することができる設計とする。

－ － － － －18

　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故が発生したと判定した
場合に，中央制御室に警報を発し，臨界事故への対処を促すとともに，代
替可溶性中性子吸収材緊急供給系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔
離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信号及び廃ガス貯留設
備のせん断処理・溶解廃ガス処理設備の隔離弁の閉信号を発することがで
きる設計とする。

機能要求② 設計方針

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

762



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

〇代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

〇主要弁（1121A,B-W3601, W3602, 1141A-W3101,
W3102, W3103, W3104, W3105, W3106, 1142-
W3010, W3020, W3030, W3040, W3050, W3060）
○空気圧縮機

19
　臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用交流電源設備からとし，
外部電源の喪失等により電源が遮断され，誤警報を発することがない設計
とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針

20

　臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が発生した場合に線量率の
上昇を検知しやすいよう，臨界事故が発生する機器に可能な限り近接させ
るとともに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確実に検知できる設計とす
る。

設置要求
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）

設計方針

21

　臨界検知用放射線検出器の測定範囲については，想定される臨界事故の

規模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）に
対し，核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合においても測定で
きる設計とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針

23

　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列当たり十分な台数を設け
る多重化構成とし，臨界検知用放射線検出器の信号を分配して入力するこ
とにより，片方の論理回路の機能が喪失した場合でも臨界事故の検知機能
を喪失しない設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針

22

　臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事故の規模

（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の臨界
事故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に警報を発するよう
設定し，具体的には通常想定される線量率の変動を考慮するとともに，
バックグラウンドレベルの50倍を目安に設定する。

機能要求② 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 設計方針

18

　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故が発生したと判定した
場合に，中央制御室に警報を発し，臨界事故への対処を促すとともに，代
替可溶性中性子吸収材緊急供給系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔
離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信号及び廃ガス貯留設
備のせん断処理・溶解廃ガス処理設備の隔離弁の閉信号を発することがで
きる設計とする。

機能要求② 設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

＜インターロッ
ク＞
・検出器の種類
・設定値
・起動に要する
信号の個数

〇主要弁（1121A,B-W3601, W3602, 1141A-W3101,
W3102, W3103, W3104, W3105, W3106, 1142-
W3010, W3020, W3030, W3040, W3050, W3060）
○空気圧縮機

<圧縮機>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・原動機
<主要弁>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用
交流電源設備からとし，外部電源の喪失等により
電源が遮断され，誤警報を発することがない設計
とする。

○ －
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

－ － －

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータの
計測又は推定

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

Ⅵ-2-4　配置図

【2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータ
の計測又は推定】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が
発生した場合に線量率の上昇を検知しやすいよ
う，臨界事故が発生する機器に可能な限り近接さ
せるとともに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確
実に検知できる設計とする。

○ －
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

－ －
<検出器>
・計測範囲

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータの
計測又は推定

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータ
の計測又は推定】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器の測定範囲について
は，想定される臨界事故の規模（プラトー期にお
ける核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）
に対し，核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生
じた場合においても測定できる設計とする。

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － － －

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列
当たり十分な台数を設ける多重化構成とし，臨界
検知用放射線検出器の信号を分配して入力するこ
とにより，片方の論理回路の機能が喪失した場合
でも臨界事故の検知機能を喪失しない設計とす
る。

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定
される臨界事故の規模（プラトー期における核分
裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の臨界事
故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確
実に警報を発するよう設定し，具体的には通常想
定される線量率の変動を考慮するとともに，バッ
クグラウンドレベルの50倍を目安に設定する。

－ 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － －

<検出器>
・計測範囲
・警報動作範囲
<インターロッ
ク>
・設定値

○

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

－ －

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事
故が発生したと判定した場合に，中央制御室に警
報を発し，臨界事故への対処を促すとともに，代
替可溶性中性子吸収材緊急供給系の供給弁の開信
号，廃ガス貯留設備の隔離弁の開信号，廃ガス貯
留設備の空気圧縮機の起動信号及び廃ガス貯留設
備のせん断処理・溶解廃ガス処理設備の隔離弁の
閉信号を発することができる設計とする。

○ －
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説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

24

　臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び論理回路のいずれかにお
いて故障を検知した場合に中央制御室に故障警報を発すること又は運転員
による指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を把握できる設計と
する。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び
論理回路のいずれかにおいて故障を検知した場合
に中央制御室に故障警報を発すること又は運転員
による指示値の確認を行うことにより，速やかに
異常を把握できる設計とする。

－ － － － －

25
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，臨界事故が発生
した機器への固体状の核燃料物質の移送を停止することで，未臨界を維持
できる設計とする。

機能要求② ○代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 設計方針

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停
止系は，臨界事故が発生した機器への固体状の核
燃料物質の移送を停止することで，未臨界を維持
できる設計とする。

－ － － － －

26
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，作動状態の確認
が可能な設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停
止系は，作動状態の確認が可能な設計とする。

－ － － － －

27

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，共通要因によって設計基準事
故に対処するための設備である可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん
断停止回路と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可溶性中性
子吸収材緊急供給回路及びせん断停止回路と異なる設備とすることで，独
立性を有する設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

－ － － － －

28

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，自然現象，人為事象，溢水，
化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する
工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計と
する。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

－ － － － －

29
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.2　基本設計方針

【4.2　基本設計方針】
　関連する工程を停止すること等については，保
安規定に定めて，管理する。

－ － － － －

31
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，せん断処理施設
のせん断機１機器当たり１系列で構成し，速やかに固体状の核燃料物質の
移送を停止することで未臨界を維持することができる設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の個数を説
明する。

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路　(3)　個数及び容量】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停
止系は，せん断処理施設のせん断機１機器当たり
１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界を
維持できる設計とする。

－ － － － －

－

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路　(4)　悪影響防止】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，他の
設備から独立して単独で使用可能なことにより，
他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

－ － － －
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
(4)　悪影響防止

30
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，他の設備から独立して単独で
使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
(2)　多様性，位置的分散等

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路　(2)　多様性，位置的分散等】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，共通
要因によって設計基準事故に対処するための設備
である可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん
断停止回路と同時にその機能が損なわれるおそれ
がないよう，可溶性中性子吸収材緊急供給回路及
びせん断停止回路と異なる設備とすることで，独
立性を有する設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，自然
現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及
び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する
工程の停止等により重大事故等に対処するための
機能を損なわない設計とする。
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

24

　臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び論理回路のいずれかにお
いて故障を検知した場合に中央制御室に故障警報を発すること又は運転員
による指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を把握できる設計と
する。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針

25
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，臨界事故が発生
した機器への固体状の核燃料物質の移送を停止することで，未臨界を維持
できる設計とする。

機能要求② ○代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 設計方針

26
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，作動状態の確認
が可能な設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針

27

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，共通要因によって設計基準事
故に対処するための設備である可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん
断停止回路と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可溶性中性
子吸収材緊急供給回路及びせん断停止回路と異なる設備とすることで，独
立性を有する設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

28

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，自然現象，人為事象，溢水，
化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する
工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計と
する。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

29
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

31
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，せん断処理施設
のせん断機１機器当たり１系列で構成し，速やかに固体状の核燃料物質の
移送を停止することで未臨界を維持することができる設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（個数及び容
量）

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（悪影響防
止）

30
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，他の設備から独立して単独で
使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － － －

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び
論理回路のいずれかにおいて故障を検知した場合
に中央制御室に故障警報を発すること又は運転員
による指示値の確認を行うことにより，速やかに
異常を把握できる設計とする。

○ － ○代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － －

＜インターロッ
ク＞
・検出器の種類
・設定値
・起動に要する
信号の個数
（緊急停止系は
代替可溶性中性
子吸収材緊急供
給回路とともに
記載する）

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停
止系は，臨界事故が発生した機器への固体状の核
燃料物質の移送を停止することで，未臨界を維持
できる設計とする。

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － － －

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.3　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
関連設備の系統設計方針
4.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【4.3.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停
止系は，作動状態の確認が可能な設計とする。

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － － －

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － － －

○ － 施設共通　基本設計方針 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
4.　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の基本
方針
4.2　基本設計方針

【4.2　基本設計方針】
　関連する工程を停止すること等については，保
安規定に定めて，管理する。

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の個数を説
明する。

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路　(3)　個数及び容量】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停
止系は，せん断処理施設のせん断機１機器当たり
１系列で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界を
維持できる設計とする。

－ －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
(4)　悪影響防止

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路　(4)　悪影響防止】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，他の
設備から独立して単独で使用可能なことにより，
他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
(2)　多様性，位置的分散等

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路　(2)　多様性，位置的分散等】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，共通
要因によって設計基準事故に対処するための設備
である可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん
断停止回路と同時にその機能が損なわれるおそれ
がないよう，可溶性中性子吸収材緊急供給回路及
びせん断停止回路と異なる設備とすることで，独
立性を有する設計とする。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，自然
現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及
び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する
工程の停止等により重大事故等に対処するための
機能を損なわない設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

33
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器は，前
処理建屋に２系列を設置する設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（個数及び容
量）

－ － － － －

34
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，「臨界事故」の発生を仮定す
る機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計
とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（個数及び容
量）

－ － － － －

35

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，配管の全周破断に対して，影
響を受けない場所に設置することにより，漏えいした放射性物質を含む腐
食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（環境条件
等）

－ － － － －

36
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，想定される重大事故等が発生
した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作可能な設
計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（環境条件
等）

－ － － － －

－ － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
(7)　試験・検査

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路　(6)　操作性の確保】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停
止系は中央制御室において緊急停止操作スイッチ
を押下することで作動する設計とし，臨界事故の
発生の判定後１分以内に操作できる設計とする。

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路　(7)　試験・検査】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，通常
時において，重大事故等に対処するために必要な
機能を確認するため，外観点検，性能確認等が可
能な設計とする。

－ －

－ －

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（操作性の確
保）

設計方針（試験・検
査）

38
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，通常時において，重大事故等
に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能確認等が可
能な設計とする。

機能要求①

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2.5  環境条件等

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
(5)　環境条件等

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路　(5)　環境条件等】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，配管
の全周破断に対して，影響を受けない場所に設置
することにより，漏えいした放射性物質を含む腐
食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，想定
される重大事故等が発生した場合においても操作
に支障がないように，中央制御室で操作可能な設
計とする。

37
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は中央制御室におい
て緊急停止操作スイッチを押下することで作動する設計とし，臨界事故の
発生の判定後１分以内に操作できる設計とする。

機能要求①

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
(6)　操作性の確保

－ － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の個数を説
明する。

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路　(3)　個数及び容量】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知
用放射線検出器は，前処理建屋に２系列を設置す
る設計とする。
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，「臨界
事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等
への対処に必要な設備を１セット確保する設計と
する。

－ － － －32

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界事故が発生した場合に，
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び廃ガス貯留設備に対して起動信号
を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機器である臨界検知用
放射線検出器の単一故障を考慮した数量を有する設計とする。

機能要求②
設置要求

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の個数を説
明する。

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の警報設定
値，設備構成及び設備仕様を説明する。

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路　(3)　個数及び容量】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界
事故が発生した場合に，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系及び廃ガス貯留設備に対して起動信号
を発するよう警報設定値を設定するとともに，動
的機器である臨界検知用放射線検出器の単一故障
を考慮した数量を有する設計とする。

－
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

33
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器は，前
処理建屋に２系列を設置する設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（個数及び容
量）

34
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，「臨界事故」の発生を仮定す
る機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計
とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（個数及び容
量）

35

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，配管の全周破断に対して，影
響を受けない場所に設置することにより，漏えいした放射性物質を含む腐
食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（環境条件
等）

36
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，想定される重大事故等が発生
した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作可能な設
計とする。

設置要求
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（環境条件
等）

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1図）

設計方針（操作性の確
保）

設計方針（試験・検
査）

38
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，通常時において，重大事故等
に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能確認等が可
能な設計とする。

機能要求①

37
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は中央制御室におい
て緊急停止操作スイッチを押下することで作動する設計とし，臨界事故の
発生の判定後１分以内に操作できる設計とする。

機能要求①

32

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界事故が発生した場合に，
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び廃ガス貯留設備に対して起動信号
を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機器である臨界検知用
放射線検出器の単一故障を考慮した数量を有する設計とする。

機能要求②
設置要求

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
設計方針（個数及び容
量）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － － －

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － － －

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － － －

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － － －

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

－

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
(7)　試験・検査

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路　(7)　試験・検査】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，通常
時において，重大事故等に対処するために必要な
機能を確認するため，外観点検，性能確認等が可
能な設計とする。

－

○ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － －

○ －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2.5  環境条件等

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
(5)　環境条件等

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路　(5)　環境条件等】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，配管
の全周破断に対して，影響を受けない場所に設置
することにより，漏えいした放射性物質を含む腐
食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，想定
される重大事故等が発生した場合においても操作
に支障がないように，中央制御室で操作可能な設
計とする。

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
(6)　操作性の確保

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路　(6)　操作性の確保】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停
止系は中央制御室において緊急停止操作スイッチ
を押下することで作動する設計とし，臨界事故の
発生の判定後１分以内に操作できる設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の個数を説
明する。

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の警報設定
値，設備構成及び設備仕様を説明する。

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路　(3)　個数及び容量】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界
事故が発生した場合に，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給系及び廃ガス貯留設備に対して起動信号
を発するよう警報設定値を設定するとともに，動
的機器である臨界検知用放射線検出器の単一故障
を考慮した数量を有する設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の個数を説
明する。

【8.3.2.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路　(3)　個数及び容量】
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知
用放射線検出器は，前処理建屋に２系列を設置す
る設計とする。
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，「臨界
事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等
への対処に必要な設備を１セット確保する設計と
する。

－ 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － －
<インターロッ
ク>
・設定値

○
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

39

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

40

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続す
る配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物
質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

41

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備
及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針 － － － － －

42

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

43

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

44

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への
放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃
ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

45

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気
を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な
重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

46

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び
「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中
性子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計につ
いては，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶
性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路の設計については，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の
「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備
の設計については，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の
「5.1.7　廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設計について
は，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故
時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －
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三　変更に係る再処理施設の区分並びに設計及び工事の方法
Ⅰ-１　基本設計方針
第２章　個別項目
４　計測制御系統施設
4.2　安全保護回路
4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

48

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界検知用放射線検出器及
び緊急停止系で構成する。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，緊急停止操作
スイッチ及び設計基準対象の施設のせん断機を停止する回路及び主要弁で
構成する。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，ハードワイ
ヤードロジックで構成する。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

基本方針 － － － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.2　基本設計方針

【5.2　基本設計方針】
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は
液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨
界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設
ける設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨
界検知用放射線検出器及び緊急停止系で構成す
る。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急
停止系は，緊急停止操作スイッチ及び設計基準対
象の施設のせん断機を停止する回路及び主要弁で
構成する。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急
停止系は，ハードワイヤードロジックで構成す
る。

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に
関する説明書書　1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故
が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，
換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出で
きるようにし，放射性物質の放出による影響を緩
和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替
可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気
系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は
液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨
界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける
設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生し
た放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放
射性物質の放出量を低減するために必要な重大事
故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計
とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器
等に供給し，水素掃気を実施することにより，機
器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として
臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用す
る代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計につ
いては「2.代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の
基本方針」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系の設計については「3.重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系の基本方針」に，代替可溶性中性
子吸収材緊急供給回路の設計については「4.代替
可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故
時可溶性中性子吸収材供給回路の設計については
「5.重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」
に，廃ガス貯留設備の設計については「Ⅵ-1-6-3
廃ガス貯留設備に関する説明書」に，臨界事故時
水素掃気系の設計については「6.臨界事故時水素
掃気系」に示す。

添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙２

39

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

40

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続す
る配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物
質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

41

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備
及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針

42

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

43

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

44

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への
放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃
ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

45

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気
を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な
重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

46

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び
「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中
性子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計につ
いては，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶
性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路の設計については，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の
「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備
の設計については，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の
「5.1.7　廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設計について
は，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故
時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

47

三　変更に係る再処理施設の区分並びに設計及び工事の方法
Ⅰ-１　基本設計方針
第２章　個別項目
４　計測制御系統施設
4.2　安全保護回路
4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

48

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界検知用放射線検出器及
び緊急停止系で構成する。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，緊急停止操作
スイッチ及び設計基準対象の施設のせん断機を停止する回路及び主要弁で
構成する。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，ハードワイ
ヤードロジックで構成する。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ －

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
計装設備
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
廃ガス貯留設備
臨界事故時水素掃気系

－ － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

〇 － 基本方針 － － －

〇 －
計装設備
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

－ － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.2　基本設計方針

【5.2　基本設計方針】
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は
液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨
界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設
ける設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨
界検知用放射線検出器及び緊急停止系で構成す
る。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急
停止系は，緊急停止操作スイッチ及び設計基準対
象の施設のせん断機を停止する回路及び主要弁で
構成する。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急
停止系は，ハードワイヤードロジックで構成す
る。

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に
関する説明書書　1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故
が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，
換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出で
きるようにし，放射性物質の放出による影響を緩
和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替
可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気
系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は
液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨
界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける
設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生し
た放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放
射性物質の放出量を低減するために必要な重大事
故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計
とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器
等に供給し，水素掃気を実施することにより，機
器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として
臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用す
る代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計につ
いては「2.代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の
基本方針」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系の設計については「3.重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系の基本方針」に，代替可溶性中性
子吸収材緊急供給回路の設計については「4.代替
可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故
時可溶性中性子吸収材供給回路の設計については
「5.重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」
に，廃ガス貯留設備の設計については「Ⅵ-1-6-3
廃ガス貯留設備に関する説明書」に，臨界事故時
水素掃気系の設計については「6.臨界事故時水素
掃気系」に示す。

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

49

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器は，
臨界事故が発生した機器から放出される核分裂に伴う放射線を計測するこ
とで，臨界事故が発生した場合にその発生を即座に検知できる設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータの
計測又は推定

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界
検知用放射線検出器は，臨界事故が発生した機器
から放出される核分裂に伴う放射線を計測するこ
とで，臨界事故が発生した場合にその発生を即座
に検知できる設計とする。

－ － － － －

50
　臨界検知用放射線検出器は，「臨界事故」の発生を仮定する機器１基当
たり十分な台数を設ける設計とする。

設置要求
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の個数を
説明する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器は，「臨界事故」の発
生を仮定する機器１基当たり十分な台数を設ける
設計とする。

－ － － － －

51
　臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測定原理が単純であり，放
射線計測分野で多く用いられているガンマ線用検出器とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータの
計測又は推定

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測
定原理が単純であり，放射線計測分野で多く用い
られているガンマ線用検出器とする。

－ － － － －

52
　臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露された場合でも窒息現象が生
じにくい測定方式とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータの
計測又は推定

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露され
た場合でも窒息現象が生じにくい測定方式とす
る。

－ － － － －

53
　臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界検知用放射線検出器の論
理回路に入力し，論理回路により臨界事故の発生を判定する設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界
検知用放射線検出器の論理回路に入力し，論理回
路により臨界事故の発生を判定する設計とする。

－ － － － －

54

　臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線検出器の誤作動等を考慮
して，臨界検知用放射線検出器からの警報の「２ out of ３」論理を用
い，同時に２台以上の臨界検知用放射線検出器から警報が発せられた場合
に臨界事故が発生したと判定する設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線
検出器の誤作動等を考慮して，臨界検知用放射線
検出器からの警報の「２ out of ３」論理を用
い，同時に２台以上の臨界検知用放射線検出器か
ら警報が発せられた場合に臨界事故が発生したと
判定する設計とする。

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

49

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器は，
臨界事故が発生した機器から放出される核分裂に伴う放射線を計測するこ
とで，臨界事故が発生した場合にその発生を即座に検知できる設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

50
　臨界検知用放射線検出器は，「臨界事故」の発生を仮定する機器１基当
たり十分な台数を設ける設計とする。

設置要求
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）

設計方針

51
　臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測定原理が単純であり，放
射線計測分野で多く用いられているガンマ線用検出器とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針

52
　臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露された場合でも窒息現象が生
じにくい測定方式とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針

53
　臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界検知用放射線検出器の論
理回路に入力し，論理回路により臨界事故の発生を判定する設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針

54

　臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線検出器の誤作動等を考慮
して，臨界検知用放射線検出器からの警報の「２ out of ３」論理を用
い，同時に２台以上の臨界検知用放射線検出器から警報が発せられた場合
に臨界事故が発生したと判定する設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータの
計測又は推定

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界
検知用放射線検出器は，臨界事故が発生した機器
から放出される核分裂に伴う放射線を計測するこ
とで，臨界事故が発生した場合にその発生を即座
に検知できる設計とする。

〇 －
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

－ － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の個数を
説明する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器は，「臨界事故」の発
生を仮定する機器１基当たり十分な台数を設ける
設計とする。

〇 －
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

－ －
<計測装置>
・検出器の種類

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータの
計測又は推定

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測
定原理が単純であり，放射線計測分野で多く用い
られているガンマ線用検出器とする。

〇 －
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

－ －
<計測装置>
・検出器の種類

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータの
計測又は推定

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【2.2 重大事故等対処設備に関する計測】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露され
た場合でも窒息現象が生じにくい測定方式とす
る。

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － － －

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界
検知用放射線検出器の論理回路に入力し，論理回
路により臨界事故の発生を判定する設計とする。

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － － －

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線
検出器の誤作動等を考慮して，臨界検知用放射線
検出器からの警報の「２ out of ３」論理を用
い，同時に２台以上の臨界検知用放射線検出器か
ら警報が発せられた場合に臨界事故が発生したと
判定する設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

〇重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

【前処理建屋】
○主要弁（1121A, B-W3603, W3604, W3605,
W3606,1141A-W3101, W3102, W3103, W3104,
W3105, W3106, 1142-W3010, W3020, W3030,
W3040, W3050, W3060）
○空気圧縮機

【精製建屋】
○主要弁（1381-W3101, W3102, W3111, W3112,
1384-W3024, 1405-W3009, W3070, W3071, HCV-
50,1415-W3060, W3105)
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系））
○空気圧縮機

56
　臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用交流電源設備からとし，
外部電源の喪失等により電源が遮断され，誤警報を発することがない設計
とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用
交流電源設備からとし，外部電源の喪失等により
電源が遮断され，誤警報を発することがない設計
とする。

－ － － －

－

58

　臨界検知用放射線検出器の測定範囲については，想定される臨界事故の
規模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）に
対し，核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合においても測定で
きる設計とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータの
計測又は推定

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータ
の計測又は推定】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器の測定範囲について
は，想定される臨界事故の規模（プラトー期にお
ける核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）
に対し，核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生
じた場合においても測定できる設計とする。

－ － － － －

60

　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列当たり十分な台数を設け
る多重化構成とし，臨界検知用放射線検出器の信号を分配して入力するこ
とにより，片方の論理回路の機能が喪失した場合でも臨界事故の検知機能
を喪失しない設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列
当たり十分な台数を設ける多重化構成とし，臨界
検知用放射線検出器の信号を分配して入力するこ
とにより，片方の論理回路の機能が喪失した場合
でも臨界事故の検知機能を喪失しない設計とす
る。

－ － － － －

－ －

【2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータ
の計測又は推定】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が
発生した場合に線量率の上昇を検知しやすいよ
う，臨界事故が発生する機器に可能な限り近接さ
せるとともに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確
実に検知できる設計とする。

－

設計方針

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータの
計測又は推定

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

Ⅵ-2-4　配置図

－59

　臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事故の規模
（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の臨界
事故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に警報を発するよう
設定し，具体的には通常想定される線量率の変動を考慮するとともに，
バックグラウンドレベルの50倍を目安に設定する。

機能要求② 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 設計方針

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定
される臨界事故の規模（プラトー期における核分
裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の臨界事
故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確
実に警報を発するよう設定し，具体的には通常想
定される線量率の変動を考慮するとともに，バッ
クグラウンドレベルの50倍を目安に設定する。

－

－57

　臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が発生した場合に線量率の
上昇を検知しやすいよう，臨界事故が発生する機器に可能な限り近接させ
るとともに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確実に検知できる設計とす
る。

設置要求

55

　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故が発生したと判定した
場合に，中央制御室に警報を発し，臨界事故への対処を促すとともに，重
大事故時可溶性中性子吸収材供給系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の
隔離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信号，廃ガス貯留設
備のせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は廃ガス貯留設備の精製建屋塔槽
類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁の閉
信号及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニ
ウム系）の排風機の停止信号を発することができる設計とする。

機能要求② 設計方針

－ － － －
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）

－ － －

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事
故が発生したと判定した場合に，中央制御室に警
報を発し，臨界事故への対処を促すとともに，重
大事故時可溶性中性子吸収材供給系の供給弁の開
信号，廃ガス貯留設備の隔離弁の開信号，廃ガス
貯留設備の空気圧縮機の起動信号，廃ガス貯留設
備のせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は廃ガス
貯留設備の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁の閉
信号及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類
廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機の停止
信号を発することができる設計とする。

－ －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

〇重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

【前処理建屋】
○主要弁（1121A, B-W3603, W3604, W3605,
W3606,1141A-W3101, W3102, W3103, W3104,
W3105, W3106, 1142-W3010, W3020, W3030,
W3040, W3050, W3060）
○空気圧縮機

【精製建屋】
○主要弁（1381-W3101, W3102, W3111, W3112,
1384-W3024, 1405-W3009, W3070, W3071, HCV-
50,1415-W3060, W3105)
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系））
○空気圧縮機

56
　臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用交流電源設備からとし，
外部電源の喪失等により電源が遮断され，誤警報を発することがない設計
とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針

58

　臨界検知用放射線検出器の測定範囲については，想定される臨界事故の
規模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）に
対し，核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合においても測定で
きる設計とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針

60

　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列当たり十分な台数を設け
る多重化構成とし，臨界検知用放射線検出器の信号を分配して入力するこ
とにより，片方の論理回路の機能が喪失した場合でも臨界事故の検知機能
を喪失しない設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針

設計方針

59

　臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事故の規模
（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の臨界
事故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に警報を発するよう
設定し，具体的には通常想定される線量率の変動を考慮するとともに，
バックグラウンドレベルの50倍を目安に設定する。

機能要求② 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 設計方針

57

　臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が発生した場合に線量率の
上昇を検知しやすいよう，臨界事故が発生する機器に可能な限り近接させ
るとともに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確実に検知できる設計とす
る。

設置要求

55

　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故が発生したと判定した
場合に，中央制御室に警報を発し，臨界事故への対処を促すとともに，重
大事故時可溶性中性子吸収材供給系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の
隔離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信号，廃ガス貯留設
備のせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は廃ガス貯留設備の精製建屋塔槽
類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁の閉
信号及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニ
ウム系）の排風機の停止信号を発することができる設計とする。

機能要求② 設計方針

○計装設備
・臨界検知用放射線検出器
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

＜インターロッ
ク＞
・検出器の種類
・設定値
・起動に要する
信号の個数

【前処理建屋】
○主要弁（1121A, B-W3603, W3604, W3605,
W3606,1141A-W3101, W3102, W3103, W3104,
W3105, W3106, 1142-W3010, W3020, W3030,
W3040, W3050, W3060）
○空気圧縮機

【精製建屋】
○主要弁（1381-W3101, W3102, W3111, W3112,
1384-W3024, 1405-W3009, W3070, W3071, HCV-
50,1415-W3060, W3105)
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系））
○空気圧縮機

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用
交流電源設備からとし，外部電源の喪失等により
電源が遮断され，誤警報を発することがない設計
とする。

〇 －
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

－ －
<検出器>
・計測範囲

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータの
計測又は推定

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータ
の計測又は推定】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器の測定範囲について
は，想定される臨界事故の規模（プラトー期にお
ける核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）
に対し，核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生
じた場合においても測定できる設計とする。

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － － －

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列
当たり十分な台数を設ける多重化構成とし，臨界
検知用放射線検出器の信号を分配して入力するこ
とにより，片方の論理回路の機能が喪失した場合
でも臨界事故の検知機能を喪失しない設計とす
る。

－

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定
される臨界事故の規模（プラトー期における核分
裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の臨界事
故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確
実に警報を発するよう設定し，具体的には通常想
定される線量率の変動を考慮するとともに，バッ
クグラウンドレベルの50倍を目安に設定する。

－ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － －

<検出器>
・計測範囲
・警報動作範囲
<インターロッ
ク>
・設定値

〇

－ －

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータの
計測又は推定

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

Ⅵ-2-4　配置図

【2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータ
の計測又は推定】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が
発生した場合に線量率の上昇を検知しやすいよ
う，臨界事故が発生する機器に可能な限り近接さ
せるとともに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確
実に検知できる設計とする。

〇 －
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）

－ －

<圧縮機>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・原動機
<主要弁>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）
<ファン>
・容量
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・揚程又は吐出
圧力
・設計上の空気
の流入率
・原動機

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事
故が発生したと判定した場合に，中央制御室に警
報を発し，臨界事故への対処を促すとともに，重
大事故時可溶性中性子吸収材供給系の供給弁の開
信号，廃ガス貯留設備の隔離弁の開信号，廃ガス
貯留設備の空気圧縮機の起動信号，廃ガス貯留設
備のせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は廃ガス
貯留設備の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁の閉
信号及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類
廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機の停止
信号を発することができる設計とする。

〇 －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

61

　臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び論理回路のいずれかにお
いて故障を検知した場合に中央制御室に故障警報を発すること又は運転員
による指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を把握できる設計と
する。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び
論理回路のいずれかにおいて故障を検知した場合
に中央制御室に故障警報を発すること又は運転員
による指示値の確認を行うことにより，速やかに
異常を把握できる設計とする。

－ － － － －

62
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，臨界事故が発
生した機器への固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで，
未臨界を維持できる設計とする。

機能要求② 〇重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 設計方針

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急
停止系は，臨界事故が発生した機器への固体状又
は液体状の核燃料物質の移送を停止することで，
未臨界を維持できる設計とする。

－ － － － －

63
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，作動状態の確
認が可能な設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急
停止系は，作動状態の確認が可能な設計とする。

－ － － － －

64
　臨界事故は，同時又は連鎖して発生することはないことから，重大事故
時可溶性中性子吸収材供給回路は，溶解施設又は精製施設の「臨界事故」
の発生を仮定する機器間で兼用できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.2　基本設計方針

【5.2　基本設計方針】
　臨界事故は，同時又は連鎖して発生することは
ないことから，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路は，溶解施設又は精製施設の「臨界事故」
の発生を仮定する機器間で兼用できる設計とす
る。

－ － － － －

66
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.2　基本設計方針

【5.2　基本設計方針】
関連する工程を停止すること等については，保安
規定に定めて，管理する。

－ － － － －

－

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路　(4)　悪影響防止】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，他
の設備から独立して単独で使用可能なことによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

－ － － －
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
(4)　悪影響防止

67
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，他の設備から独立して単独
で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

－ －65

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，自然現象，人為事象，溢
水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連
する工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を損なわない設
計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
(2)　多様性，位置的分散等

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路　(2)　多様性，位置的分散等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，自
然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災
及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連す
る工程の停止等により重大事故等に対処するため
の機能を損なわない設計とする。

－ － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

61

　臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び論理回路のいずれかにお
いて故障を検知した場合に中央制御室に故障警報を発すること又は運転員
による指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を把握できる設計と
する。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針

62
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，臨界事故が発
生した機器への固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで，
未臨界を維持できる設計とする。

機能要求② 〇重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 設計方針

63
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，作動状態の確
認が可能な設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針

64
　臨界事故は，同時又は連鎖して発生することはないことから，重大事故
時可溶性中性子吸収材供給回路は，溶解施設又は精製施設の「臨界事故」
の発生を仮定する機器間で兼用できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

66
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（悪影響防
止）

67
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，他の設備から独立して単独
で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

65

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，自然現象，人為事象，溢
水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連
する工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を損なわない設
計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － － －

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び
論理回路のいずれかにおいて故障を検知した場合
に中央制御室に故障警報を発すること又は運転員
による指示値の確認を行うことにより，速やかに
異常を把握できる設計とする。

〇 － 〇重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － －

＜インターロッ
ク＞
・検出器の種類
・設定値
・起動に要する
信号の個数
（緊急停止系は
重大事故時可溶
性中性子吸収材
供給回路ととも
に記載する）

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急
停止系は，臨界事故が発生した機器への固体状又
は液体状の核燃料物質の移送を停止することで，
未臨界を維持できる設計とする。

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － － －

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及
び関連設備の系統設計方針
5.3.1　可溶性中性子吸収材の自動供給に使用す
る設備
5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の計測範
囲，警報設定値，設備構成及び設備仕様を説明す
る。

【5.3.1.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急
停止系は，作動状態の確認が可能な設計とする。

〇 － 基本方針 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.2　基本設計方針

【5.2　基本設計方針】
　臨界事故は，同時又は連鎖して発生することは
ないことから，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路は，溶解施設又は精製施設の「臨界事故」
の発生を仮定する機器間で兼用できる設計とす
る。

〇 － 施設共通　基本設計方針 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
5.　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の基
本方針
5.2　基本設計方針

【5.2　基本設計方針】
関連する工程を停止すること等については，保安
規定に定めて，管理する。

－ －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
(4)　悪影響防止

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路　(4)　悪影響防止】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，他
の設備から独立して単独で使用可能なことによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 －

－ － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
(2)　多様性，位置的分散等

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路　(2)　多様性，位置的分散等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，自
然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災
及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連す
る工程の停止等により重大事故等に対処するため
の機能を損なわない設計とする。

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

68

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，「臨界事故」
の発生を仮定する機器当たり１系列で構成し，速やかに固体状又は液体状
の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持することができる設計
とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の個数を
説明する。

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急
停止系は，「臨界事故」の発生を仮定する機器当
たり１系列で構成し，速やかに固体状又は液体状
の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維
持することができる設計とする。

－ － － － －

70
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器は，
前処理建屋に４系列を設置し，精製建屋に２系列を設置する設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（個数及び容
量）

－ － － － －

71
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，「臨界事故」の発生を仮定
する機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設
計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（個数及び容
量）

－ － － － －

72

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，配管の全周破断に対して，
影響を受けない場所に設置することにより，漏えいした放射性物質を含む
腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（環境条件
等）

－ － － － －

73
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，想定される重大事故等が発
生した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作可能な
設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（環境条件
等）

－ － － － －

74
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は中央制御室にお
いて緊急停止操作スイッチを押下することで作動する設計とし，臨界事故
の発生の判定後１分以内に操作できる設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
(6)　操作性の確保

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路　(6)　操作性の確保】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急
停止系は中央制御室において緊急停止操作スイッ
チを押下することで作動する設計とし，臨界事故
の発生の判定後１分以内に操作できる設計とす
る。

－ － － － －

75
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，通常時において，重大事故
等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能確認等が
可能な設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（試験・検
査）

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
(7)　試験・検査

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路　(7)　試験・検査】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，通
常時において，重大事故等に対処するために必要
な機能を確認するため，外観点検，性能確認等が
可能な設計とする。

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2.5  環境条件等

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
(5)　環境条件等

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路　(5)　環境条件等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，配
管の全周破断に対して，影響を受けない場所に設
置することにより，漏えいした放射性物質を含む
腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，想
定される重大事故等が発生した場合においても操
作に支障がないように，中央制御室で操作可能な
設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の個数を
説明する。

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界
検知用放射線検出器は，前処理建屋に４系列を設
置し，精製建屋に２系列を設置する設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，
「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大
事故等への対処に必要な設備を１セット確保する
設計とする。

－ － － －69

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界事故が発生した場合
に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び廃ガス貯留設備に対して起
動信号を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機器である臨界
検知用放射線検出器の単一故障を考慮した数量を有する設計とする。

機能要求②
設置要求

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の個数を
説明する。

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の警報設
定値，設備構成及び設備仕様を説明する。

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨
界事故が発生した場合に，重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系及び廃ガス貯留設備に対して起動
信号を発するよう警報設定値を設定するととも
に，動的機器である臨界検知用放射線検出器の単
一故障を考慮した数量を有する設計とする。

－
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

68

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，「臨界事故」
の発生を仮定する機器当たり１系列で構成し，速やかに固体状又は液体状
の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維持することができる設計
とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（個数及び容
量）

70
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器は，
前処理建屋に４系列を設置し，精製建屋に２系列を設置する設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（個数及び容
量）

71
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，「臨界事故」の発生を仮定
する機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設
計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（個数及び容
量）

72

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，配管の全周破断に対して，
影響を受けない場所に設置することにより，漏えいした放射性物質を含む
腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（環境条件
等）

73
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，想定される重大事故等が発
生した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作可能な
設計とする。

設置要求
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（環境条件
等）

74
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は中央制御室にお
いて緊急停止操作スイッチを押下することで作動する設計とし，臨界事故
の発生の判定後１分以内に操作できる設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（操作性の確
保）

75
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，通常時において，重大事故
等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能確認等が
可能な設計とする。

機能要求①
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）

設計方針（試験・検
査）

69

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界事故が発生した場合
に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び廃ガス貯留設備に対して起
動信号を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機器である臨界
検知用放射線検出器の単一故障を考慮した数量を有する設計とする。

機能要求②
設置要求

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
設計方針（個数及び容
量）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の個数を
説明する。

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急
停止系は，「臨界事故」の発生を仮定する機器当
たり１系列で構成し，速やかに固体状又は液体状
の核燃料物質の移送を停止することで未臨界を維
持することができる設計とする。

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － － －

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － － －

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － － －

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － － －

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
(6)　操作性の確保

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路　(6)　操作性の確保】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急
停止系は中央制御室において緊急停止操作スイッ
チを押下することで作動する設計とし，臨界事故
の発生の判定後１分以内に操作できる設計とす
る。

〇 － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
(7)　試験・検査

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路　(7)　試験・検査】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，通
常時において，重大事故等に対処するために必要
な機能を確認するため，外観点検，性能確認等が
可能な設計とする。

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2.5  環境条件等

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
(5)　環境条件等

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路　(5)　環境条件等】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，配
管の全周破断に対して，影響を受けない場所に設
置することにより，漏えいした放射性物質を含む
腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，想
定される重大事故等が発生した場合においても操
作に支障がないように，中央制御室で操作可能な
設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の個数を
説明する。

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の警報設
定値，設備構成及び設備仕様を説明する。

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨
界事故が発生した場合に，重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系及び廃ガス貯留設備に対して起動
信号を発するよう警報設定値を設定するととも
に，動的機器である臨界検知用放射線検出器の単
一故障を考慮した数量を有する設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の個数を
説明する。

【8.3.2.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給
回路　(3)　個数及び容量】
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界
検知用放射線検出器は，前処理建屋に４系列を設
置し，精製建屋に２系列を設置する設計とする。
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，
「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，重大
事故等への対処に必要な設備を１セット確保する
設計とする。

－ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － －
<インターロッ
ク>
・設定値

〇
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

2

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続す
る配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物
質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

3

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備
及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針 － － － － －

4

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

5

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

6

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への
放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃
ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

7

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気
を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な
重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

8

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び
「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中
性子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計につ
いては，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶
性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路の設計については，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の
「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備
の設計については，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の
「5.1.7　廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設計について
は，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故
時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

9

第1章　共通項目
5.　火災等による損傷の防止
5.6　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備

　セル内においてＴＢＰ，ｎドデカン等（以下「有機溶媒等」という。）
が火災又は爆発に至ることを防止するための機能を有する施設のうち，
「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定する機器には，重大事故
等の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

10

　セル内において有機溶媒等が火災又は爆発に至ること防止するための機
能を有する施設のうち，「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定
する機器は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止し，その状態
を維持するとともに，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した機器に
接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合
にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放
射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を
設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に
関する説明書書　1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故
が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，
換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出で
きるようにし，放射性物質の放出による影響を緩
和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替
可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気
系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は
液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨
界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける
設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生し
た放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放
射性物質の放出量を低減するために必要な重大事
故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計
とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器
等に供給し，水素掃気を実施することにより，機
器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として
臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用す
る代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故
時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子
吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路及び臨界事故時水素掃気系の設計に
ついては「Ⅰ－２　臨界事故の拡大を防止するた
めの設備に関する説明書」に，廃ガス貯留設備の
設計については「Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関
する説明書」に示す。

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
1.2　基本方針

第１回

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
1.2　基本設計方針

【1.2　基本方針】
　セル内においてＴＢＰ，ｎドデカン等（以下
「有機溶媒等」という。）が火災又は爆発に至る
ことを防止するための機能を有する施設のうち，
「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定
する機器には，重大事故等の拡大を防止するため
に必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　セル内において有機溶媒等が火災又は爆発に至
ること防止するための機能を有する施設のうち，
「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定
する機器は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の
再発を防止し，その状態を維持するとともに，Ｔ
ＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した機器に
接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内
が加圧状態になった場合にセル内に設置された配
管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放
射性物質の放出による影響を緩和するために必要
な重大事故等対処設備を設ける設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

1

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

2

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続す
る配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物
質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

3

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備
及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針

4

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

5

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

6

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への
放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃
ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

7

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気
を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な
重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

8

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び
「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中
性子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計につ
いては，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶
性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路の設計については，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の
「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備
の設計については，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の
「5.1.7　廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設計について
は，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故
時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

9

第1章　共通項目
5.　火災等による損傷の防止
5.6　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備

　セル内においてＴＢＰ，ｎドデカン等（以下「有機溶媒等」という。）
が火災又は爆発に至ることを防止するための機能を有する施設のうち，
「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定する機器には，重大事故
等の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

10

　セル内において有機溶媒等が火災又は爆発に至ること防止するための機
能を有する施設のうち，「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定
する機器は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止し，その状態
を維持するとともに，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した機器に
接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合
にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放
射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を
設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ －

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
計装設備
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
廃ガス貯留設備
臨界事故時水素掃気系

－ － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
1.2　基本設計方針

【1.2　基本方針】
　セル内においてＴＢＰ，ｎドデカン等（以下
「有機溶媒等」という。）が火災又は爆発に至る
ことを防止するための機能を有する施設のうち，
「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定
する機器には，重大事故等の拡大を防止するため
に必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　セル内において有機溶媒等が火災又は爆発に至
ること防止するための機能を有する施設のうち，
「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定
する機器は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の
再発を防止し，その状態を維持するとともに，Ｔ
ＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した機器に
接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内
が加圧状態になった場合にセル内に設置された配
管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放
射性物質の放出による影響を緩和するために必要
な重大事故等対処設備を設ける設計とする。

第２回

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に
関する説明書書　1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故
が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，
換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出で
きるようにし，放射性物質の放出による影響を緩
和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替
可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気
系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は
液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨
界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける
設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生し
た放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放
射性物質の放出量を低減するために必要な重大事
故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計
とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器
等に供給し，水素掃気を実施することにより，機
器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として
臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用す
る代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故
時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子
吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸
収材供給回路及び臨界事故時水素掃気系の設計に
ついては「Ⅰ－２　臨界事故の拡大を防止するた
めの設備に関する説明書」に，廃ガス貯留設備の
設計については「Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関
する説明書」に示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

11
　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備は，重大事故時プ
ルトニウム濃縮缶加熱停止設備，重大事故時供給停止回路及び廃ガス貯留
設備で構成する。

機能要求①

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

基本方針 － － － － －

12

　プルトニウム濃縮缶においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し
た場合において，重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な
分解反応の発生を判定した場合に，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給
を停止するとともにプルトニウム濃縮缶の加熱を停止する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

13
　重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生
を判定した場合は，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を自動及び手動
で停止する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

14
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備により，プルトニウム濃縮
缶の加熱を停止する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

15

　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合において，当該重大事
故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放
出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃ガス貯留設備を
設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

16

　なお，有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために使用する重大事
故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備の設計については，第2章　個別項
目の「2.4.2　プルトニウム精製設備」の「2.4.2.1　重大事故時プルトニ
ウム濃縮缶加熱停止系」に，重大事故時供給停止回路の設計については，
第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.4　重大事故時供給停
止回路」に，廃ガス貯留設備の設計については，第2章　個別項目の「5.1
気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

17

第２章　個別項目
５　放射性廃棄物の廃棄施設
5.1　気体廃棄物の廃棄施設
5.1.7　廃ガス貯留設備
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において臨界事故が発生した場合及
び「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」の発生を仮定する機器においてＴ
ＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合，当該重大事故で発生した
放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減す
るために必要な重大事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供
給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

18

　臨界事故は，同時又は連鎖して発生しないことから，廃ガス貯留設備
は，前処理建屋及び精製建屋に各１系列を設置し，せん断処理・溶解廃ガ
ス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プ
ルトニウム系）に接続される「臨界事故」の発生を仮定する機器間で兼用
できる設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

基本方針 － － － － －

19

　臨界事故とＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は同時又は連鎖して発生し
ないことから，精製建屋に設置する廃ガス貯留設備の一部は，「臨界事
故」の発生を仮定する機器及び「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」の発
生を仮定する機器間で兼用できる設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

基本方針 － － － － －

20
　廃ガス貯留設備は，隔離弁，空気圧縮機，逆止弁，廃ガス貯留槽，廃ガ
ス貯留槽への放射性物質の導出で使用する主要弁及び主配管等で構成す
る。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

基本方針 － － － － －

22

　臨界事故若しくは有機溶媒等による火災又は爆発が発生した場合の重大
事故等対処設備として，廃ガス貯留設備の他，安全保護回路の代替可溶性
中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及び
重大事故時供給停止回路並びに計測制御設備の廃ガス貯留設備の圧力計，
廃ガス貯留設備の流量計及び廃ガス貯留設備の放射線モニタを使用する設
計とする。なお，安全保護回路については「4.2　安全保護回路」の
「4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」，「4.2.3　重大事故時
可溶性中性子吸収材供給回路」及び「4.2.4　重大事故時供給停止回路」
に，計測制御設備については「4.1　計測制御設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.2　安全保護回路
2.3.1.3　計測制御設備

【2.3.1.2　安全保護回路】
　廃ガス貯留設備への廃ガス中の放射性物質の貯
留に使用する安全保護回路について説明する。

【2.3.1.3　計測制御設備】
　廃ガス貯留設備への廃ガス中の放射性物質の貯
留に使用する計測制御設備について説明する。

基本方針

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.2　基本設計方針

21

　また，設計基準対象の施設と兼用するせん断処理・溶解廃ガス処理設備
の一部である凝縮器，高性能粒子フィルタ，排風機，精製建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の一部である凝縮
器，高性能粒子フィルタ，排風機，主要弁，主配管等，精製建屋換気設備
の一部であるセル排気フィルタユニット，グローブボックス・セル排風機
及びダクト，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の一部であるダ
クト，主排気筒，圧縮空気設備の一部である一般圧縮空気系及び安全圧縮
空気系，給水施設の一部である一般冷却水系，低レベル廃液処理設備の一
部である第１低レベル廃液処理系，「臨界事故」の発生を仮定する機器並
びにプルトニウム精製設備の一部であるプルトニウム濃縮缶を常設重大事
故等対処設備として位置付け，臨界事故若しくは火災又は爆発が発生した
設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断及び換気系統の配管内が加圧
状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出並
びに臨界事故若しくは火災又は爆発が発生した場合において放射性物質の
放出による影響を緩和できる設計とする。

機能要求①

【2.2　基本設計方針】
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において臨
界事故が発生した場合及び「ＴＢＰ等の錯体の急
激な分解反応」の発生を仮定する機器においてＴ
ＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合，
当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を
貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減す
るために必要な重大事故等対処設備として代替可
溶性中性子吸収材緊急供給系を設ける設計とす
る。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において臨
界事故が発生した場合及び「ＴＢＰ等の錯体の急
激な分解反応」の発生を仮定する機器においてＴ
ＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合，
当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を
貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減す
るために必要な重大事故等対処設備として代替可
溶性中性子吸収材緊急供給系を設ける設計とす
る。
　臨界事故とＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は
同時又は連鎖して発生しないことから，精製建屋
に設置する廃ガス貯留設備の一部は，「臨界事
故」の発生を仮定する機器及び「ＴＢＰ等の錯体
の急激な分解反応」の発生を仮定する機器間で兼
用できる設計とする。
　廃ガス貯留設備は，隔離弁，空気圧縮機，逆止
弁，廃ガス貯留槽，廃ガス貯留槽への放射性物質
の導出で使用する主要弁及び主配管等で構成す
る。
　また，設計基準対象の施設と兼用するせん断処
理・溶解廃ガス処理設備の一部である凝縮器，高
性能粒子フィルタ，排風機，精製建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の一部である凝縮器，高性能粒子フィルタ，
排風機，主要弁，主配管等，精製建屋換気設備の
一部であるセル排気フィルタユニット，グローブ
ボックス・セル排風機及びダクト，ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋換気設備の一部であるダク
ト，主排気筒，圧縮空気設備の一部である一般圧
縮空気系及び安全圧縮空気系，給水施設の一部で
ある一般冷却水系，低レベル廃液処理設備の一部
である第１低レベル廃液処理系，「臨界事故」の
発生を仮定する機器並びにプルトニウム精製設備
の一部であるプルトニウム濃縮缶を常設重大事故
等対処設備として位置付け，臨界事故若しくは火
災又は爆発が発生した設備に接続する換気系統の
配管の流路を遮断及び換気系統の配管内が加圧状
態になった場合にセル内に設置された配管の外部
へ放射性物質を排出並びに臨界事故若しくは火災
又は爆発が発生した場合において放射性物質の放
出による影響を緩和できる設計とする。

廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

－ － － － －

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
1.2　基本設計方針

【1.2　基本方針】
　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するため
の設備は，重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停
止設備，重大事故時供給停止回路及び廃ガス貯留
設備で構成する。
　プルトニウム+K3濃縮缶においてＴＢＰ等の錯
体の急激な分解反応が発生した場合において，重
大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急
激な分解反応の発生を判定した場合に，プルトニ
ウム濃縮缶への供給液の供給を停止するとともに
プルトニウム濃縮缶の加熱を停止する設計とす
る。
　重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体
の急激な分解反応の発生を判定した場合は，プル
トニウム濃縮缶への供給液の供給を自動及び手動
で停止する設計とする。
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備に
より，プルトニウム濃縮缶の加熱を停止する設計
とする。
　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場
合において，当該重大事故で発生した放射性物質
を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放
出量を低減するために必要な重大事故等対処設備
として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。
　プルトニウム濃縮缶において，ＴＢＰ等の錯体
の急激な分解反応が発生した場合に，当該重大事
故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大
気中への放射性物質の放出量を低減するために必
要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。
　なお，有機溶媒等による火災又は爆発に対処す
るために使用する重大事故時プルトニウム濃縮缶
加熱停止設備及び重大事故時供給停止回路の設計
については「Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆
発に対処するための設備に関する説明書」に，廃
ガス貯留設備の設計については「2.　廃ガス貯留
設備の基本方針」に示す。

780



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

11
　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備は，重大事故時プ
ルトニウム濃縮缶加熱停止設備，重大事故時供給停止回路及び廃ガス貯留
設備で構成する。

機能要求①

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

基本方針

12

　プルトニウム濃縮缶においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し
た場合において，重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な
分解反応の発生を判定した場合に，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給
を停止するとともにプルトニウム濃縮缶の加熱を停止する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

13
　重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生
を判定した場合は，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を自動及び手動
で停止する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

14
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備により，プルトニウム濃縮
缶の加熱を停止する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

15

　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合において，当該重大事
故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放
出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃ガス貯留設備を
設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

16

　なお，有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために使用する重大事
故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備の設計については，第2章　個別項
目の「2.4.2　プルトニウム精製設備」の「2.4.2.1　重大事故時プルトニ
ウム濃縮缶加熱停止系」に，重大事故時供給停止回路の設計については，
第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.4　重大事故時供給停
止回路」に，廃ガス貯留設備の設計については，第2章　個別項目の「5.1
気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

17

第２章　個別項目
５　放射性廃棄物の廃棄施設
5.1　気体廃棄物の廃棄施設
5.1.7　廃ガス貯留設備
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において臨界事故が発生した場合及
び「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」の発生を仮定する機器においてＴ
ＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合，当該重大事故で発生した
放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減す
るために必要な重大事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供
給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

18

　臨界事故は，同時又は連鎖して発生しないことから，廃ガス貯留設備
は，前処理建屋及び精製建屋に各１系列を設置し，せん断処理・溶解廃ガ
ス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プ
ルトニウム系）に接続される「臨界事故」の発生を仮定する機器間で兼用
できる設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

基本方針

19

　臨界事故とＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は同時又は連鎖して発生し
ないことから，精製建屋に設置する廃ガス貯留設備の一部は，「臨界事
故」の発生を仮定する機器及び「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」の発
生を仮定する機器間で兼用できる設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

基本方針

20
　廃ガス貯留設備は，隔離弁，空気圧縮機，逆止弁，廃ガス貯留槽，廃ガ
ス貯留槽への放射性物質の導出で使用する主要弁及び主配管等で構成す
る。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

基本方針

22

　臨界事故若しくは有機溶媒等による火災又は爆発が発生した場合の重大
事故等対処設備として，廃ガス貯留設備の他，安全保護回路の代替可溶性
中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及び
重大事故時供給停止回路並びに計測制御設備の廃ガス貯留設備の圧力計，
廃ガス貯留設備の流量計及び廃ガス貯留設備の放射線モニタを使用する設
計とする。なお，安全保護回路については「4.2　安全保護回路」の
「4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」，「4.2.3　重大事故時
可溶性中性子吸収材供給回路」及び「4.2.4　重大事故時供給停止回路」
に，計測制御設備については「4.1　計測制御設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

基本方針21

　また，設計基準対象の施設と兼用するせん断処理・溶解廃ガス処理設備
の一部である凝縮器，高性能粒子フィルタ，排風機，精製建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の一部である凝縮
器，高性能粒子フィルタ，排風機，主要弁，主配管等，精製建屋換気設備
の一部であるセル排気フィルタユニット，グローブボックス・セル排風機
及びダクト，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の一部であるダ
クト，主排気筒，圧縮空気設備の一部である一般圧縮空気系及び安全圧縮
空気系，給水施設の一部である一般冷却水系，低レベル廃液処理設備の一
部である第１低レベル廃液処理系，「臨界事故」の発生を仮定する機器並
びにプルトニウム精製設備の一部であるプルトニウム濃縮缶を常設重大事
故等対処設備として位置付け，臨界事故若しくは火災又は爆発が発生した
設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断及び換気系統の配管内が加圧
状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出並
びに臨界事故若しくは火災又は爆発が発生した場合において放射性物質の
放出による影響を緩和できる設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ －

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
計装設備
重大事故時供給停止回路
廃ガス貯留設備

－ － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

○ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.2　安全保護回路
2.3.1.3　計測制御設備

【2.3.1.2　安全保護回路】
　廃ガス貯留設備への廃ガス中の放射性物質の貯
留に使用する安全保護回路について説明する。

【2.3.1.3　計測制御設備】
　廃ガス貯留設備への廃ガス中の放射性物質の貯
留に使用する計測制御設備について説明する。

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
1.2　基本設計方針

【1.2　基本方針】
　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するため
の設備は，重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停
止設備，重大事故時供給停止回路及び廃ガス貯留
設備で構成する。
　プルトニウム+K3濃縮缶においてＴＢＰ等の錯
体の急激な分解反応が発生した場合において，重
大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急
激な分解反応の発生を判定した場合に，プルトニ
ウム濃縮缶への供給液の供給を停止するとともに
プルトニウム濃縮缶の加熱を停止する設計とす
る。
　重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体
の急激な分解反応の発生を判定した場合は，プル
トニウム濃縮缶への供給液の供給を自動及び手動
で停止する設計とする。
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備に
より，プルトニウム濃縮缶の加熱を停止する設計
とする。
　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場
合において，当該重大事故で発生した放射性物質
を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放
出量を低減するために必要な重大事故等対処設備
として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。
　プルトニウム濃縮缶において，ＴＢＰ等の錯体
の急激な分解反応が発生した場合に，当該重大事
故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大
気中への放射性物質の放出量を低減するために必
要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。
　なお，有機溶媒等による火災又は爆発に対処す
るために使用する重大事故時プルトニウム濃縮缶
加熱停止設備及び重大事故時供給停止回路の設計
については「Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆
発に対処するための設備に関する説明書」に，廃
ガス貯留設備の設計については「2.　廃ガス貯留
設備の基本方針」に示す。

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.2　基本設計方針

【2.2　基本設計方針】
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において臨
界事故が発生した場合及び「ＴＢＰ等の錯体の急
激な分解反応」の発生を仮定する機器においてＴ
ＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合，
当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を
貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減す
るために必要な重大事故等対処設備として代替可
溶性中性子吸収材緊急供給系を設ける設計とす
る。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において臨
界事故が発生した場合及び「ＴＢＰ等の錯体の急
激な分解反応」の発生を仮定する機器においてＴ
ＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合，
当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を
貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減す
るために必要な重大事故等対処設備として代替可
溶性中性子吸収材緊急供給系を設ける設計とす
る。
　臨界事故とＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は
同時又は連鎖して発生しないことから，精製建屋
に設置する廃ガス貯留設備の一部は，「臨界事
故」の発生を仮定する機器及び「ＴＢＰ等の錯体
の急激な分解反応」の発生を仮定する機器間で兼
用できる設計とする。
　廃ガス貯留設備は，隔離弁，空気圧縮機，逆止
弁，廃ガス貯留槽，廃ガス貯留槽への放射性物質
の導出で使用する主要弁及び主配管等で構成す
る。
　また，設計基準対象の施設と兼用するせん断処
理・溶解廃ガス処理設備の一部である凝縮器，高
性能粒子フィルタ，排風機，精製建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の一部である凝縮器，高性能粒子フィルタ，
排風機，主要弁，主配管等，精製建屋換気設備の
一部であるセル排気フィルタユニット，グローブ
ボックス・セル排風機及びダクト，ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋換気設備の一部であるダク
ト，主排気筒，圧縮空気設備の一部である一般圧
縮空気系及び安全圧縮空気系，給水施設の一部で
ある一般冷却水系，低レベル廃液処理設備の一部
である第１低レベル廃液処理系，「臨界事故」の
発生を仮定する機器並びにプルトニウム精製設備
の一部であるプルトニウム濃縮缶を常設重大事故
等対処設備として位置付け，臨界事故若しくは火
災又は爆発が発生した設備に接続する換気系統の
配管の流路を遮断及び換気系統の配管内が加圧状
態になった場合にセル内に設置された配管の外部
へ放射性物質を排出並びに臨界事故若しくは火災
又は爆発が発生した場合において放射性物質の放
出による影響を緩和できる設計とする。

○ － 廃ガス貯留設備 － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

【前処理建屋】
○主要弁（1121A, B-W3603, W3604, W3605,
W3606,1141A-W3101, W3102, W3103, W3104,
W3105, W3106, 1142-W3010, W3020, W3030,
W3040, W3050, W3060）
○空気圧縮機

【精製建屋】
○主要弁（1381-W3101, W3102, W3111, W3112,
1384-W3024, 1405-W3009, W3070, W3071, HCV-
50,1415-W3060, W3105)
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系））
○空気圧縮機

○主排気筒

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
○容器
・溶解槽
・ハル洗浄槽
・エンドピース酸洗浄槽
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○主要弁（1141A-W3101, W3102, W3103, W3104,
W3105, W3106, 1142-W3010, W3020, W3030,
W3040, W3050, W3060）

－

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性物質
の導出においては，重大事故が発生した機器から
放射性物質を含む気体が，せん断処理・溶解廃ガ
ス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の
塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）を通じて
大気中へ放出されるよりも早く，せん断処理・溶
解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理
設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
流路を遮断することで導出することとし，具体的
には約１分以内で導出できる設計とする。
　その後の廃ガス貯留設備での貯留に当たって
は，放射性物質を含む気体が水封部からセルに導
出されることがないよう，圧力を制御する設計と
する。

－ － － －

－ － －

25

　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性物質の導出においては，重大
事故が発生した機器から放射性物質を含む気体が，せん断処理・溶解廃ガ
ス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プ
ルトニウム系）を通じて大気中へ放出されるよりも早く，せん断処理・溶
解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理
系（プルトニウム系）の流路を遮断することで導出することとし，具体的
には約１分以内で導出できる設計とする。
　その後の廃ガス貯留設備での貯留に当たっては，放射性物質を含む気体
が水封部からセルに導出されることがないよう，圧力を制御する設計とす
る。

機能要求②

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
〇容器
・プルトニウム濃縮缶
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類
廃ガス処理系（プルトニウム系））
○主要弁（1405-W3009, W3070, W3071, HCV-50)

設計方針

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための設備の系統構成や設備仕
様を説明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大
事故時可溶性中性子吸収材供給回路により臨界事
故の発生を判定した場合若しくは重大事故時供給
停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応
の発生を判定した場合に，廃ガス貯留設備の廃ガ
ス貯留槽に放射性物質を導出するため，廃ガス貯
留設備の隔離弁を自動開放するとともに廃ガス貯
留設備の空気圧縮機を自動で起動する設計とす
る。
　同時に，前処理建屋においてはせん断処理・溶
解廃ガス処理設備の流路を遮断するため，当該系
統上の隔離弁を自動閉止できる設計とする。
　精製建屋においては精製建屋塔槽類廃ガス処理
設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
流路を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動
閉止するとともに排風機を自動停止できる設計と
する。

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

24

　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した際に精製建屋塔槽類廃ガス
処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃ガスポットからセ
ルへ導出される放射性物質については，精製建屋換気設備のセル排気フィ
ルタユニットにより除去し，主排気筒を介して大気中へ放出できる設計と
する。

機能要求②

23

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路により臨界事故の発生を判定した場合若しくは重大事故時供給
停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判定した場合
に，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に放射性物質を導出するため，廃ガス
貯留設備の隔離弁を自動開放するとともに廃ガス貯留設備の空気圧縮機を
自動で起動する設計とする。
　同時に，前処理建屋においてはせん断処理・溶解廃ガス処理設備の流路
を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動閉止できる設計とする。
　精製建屋においては精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理
系（プルトニウム系）の流路を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動
閉止するとともに排風機を自動停止できる設計とする。

機能要求② 設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
〇容器
・プルトニウム濃縮缶
・廃ガスポット
○セル排気フィルタユニット
○グローブボックス・セル排風機

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための設備の系統構成や設備仕
様を説明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した際
に精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス
処理系（プルトニウム系）の廃ガスポットからセ
ルへ導出される放射性物質については，精製建屋
換気設備のセル排気フィルタユニットにより除去
し，主排気筒を介して大気中へ放出できる設計と
する。

－

－ － －－ －

－
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

【前処理建屋】
○主要弁（1121A, B-W3603, W3604, W3605,
W3606,1141A-W3101, W3102, W3103, W3104,
W3105, W3106, 1142-W3010, W3020, W3030,
W3040, W3050, W3060）
○空気圧縮機

【精製建屋】
○主要弁（1381-W3101, W3102, W3111, W3112,
1384-W3024, 1405-W3009, W3070, W3071, HCV-
50,1415-W3060, W3105)
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系））
○空気圧縮機

○主排気筒

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
○容器
・溶解槽
・ハル洗浄槽
・エンドピース酸洗浄槽
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○主要弁（1141A-W3101, W3102, W3103, W3104,
W3105, W3106, 1142-W3010, W3020, W3030,
W3040, W3050, W3060）

25

　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性物質の導出においては，重大
事故が発生した機器から放射性物質を含む気体が，せん断処理・溶解廃ガ
ス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プ
ルトニウム系）を通じて大気中へ放出されるよりも早く，せん断処理・溶
解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理
系（プルトニウム系）の流路を遮断することで導出することとし，具体的
には約１分以内で導出できる設計とする。
　その後の廃ガス貯留設備での貯留に当たっては，放射性物質を含む気体
が水封部からセルに導出されることがないよう，圧力を制御する設計とす
る。

機能要求②

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
〇容器
・プルトニウム濃縮缶
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類
廃ガス処理系（プルトニウム系））
○主要弁（1405-W3009, W3070, W3071, HCV-50)

設計方針

設計方針24

　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した際に精製建屋塔槽類廃ガス
処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃ガスポットからセ
ルへ導出される放射性物質については，精製建屋換気設備のセル排気フィ
ルタユニットにより除去し，主排気筒を介して大気中へ放出できる設計と
する。

機能要求②

23

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路により臨界事故の発生を判定した場合若しくは重大事故時供給
停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判定した場合
に，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に放射性物質を導出するため，廃ガス
貯留設備の隔離弁を自動開放するとともに廃ガス貯留設備の空気圧縮機を
自動で起動する設計とする。
　同時に，前処理建屋においてはせん断処理・溶解廃ガス処理設備の流路
を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動閉止できる設計とする。
　精製建屋においては精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理
系（プルトニウム系）の流路を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動
閉止するとともに排風機を自動停止できる設計とする。

機能要求② 設計方針

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
〇容器
・プルトニウム濃縮缶
・廃ガスポット
○セル排気フィルタユニット
○グローブボックス・セル排風機

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

【前処理建屋】
○主要弁（1121A, B-W3603, W3604, W3605,
W3606,1141A-W3101, W3102, W3103, W3104,
W3105, W3106, 1142-W3010, W3020, W3030,
W3040, W3050, W3060）
○空気圧縮機

【精製建屋】
○主要弁（1381-W3101, W3102, W3111, W3112,
1384-W3024, 1405-W3009, W3070, W3071, HCV-
50,1415-W3060, W3105)
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系））
○空気圧縮機

○ － ○主排気筒 － － －

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
○容器
・溶解槽
・ハル洗浄槽
・エンドピース酸洗浄槽
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○主要弁（1141A-W3101, W3102, W3103, W3104,
W3105, W3106, 1142-W3010, W3020, W3030,
W3040, W3050, W3060）

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
〇容器
・プルトニウム濃縮缶
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類
廃ガス処理系（プルトニウム系））
○主要弁（1405-W3009, W3070, W3071, HCV-50)

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性物質
の導出においては，重大事故が発生した機器から
放射性物質を含む気体が，せん断処理・溶解廃ガ
ス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の
塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）を通じて
大気中へ放出されるよりも早く，せん断処理・溶
解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理
設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
流路を遮断することで導出することとし，具体的
には約１分以内で導出できる設計とする。
　その後の廃ガス貯留設備での貯留に当たって
は，放射性物質を含む気体が水封部からセルに導
出されることがないよう，圧力を制御する設計と
する。

○ － － －

<配管>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<容器>
・容量
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<圧縮機>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・原動機
<主要弁>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）
<ファン>
・容量
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・揚程又は吐出
圧力
・設計上の空気
の流入率
・原動機

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための設備の系統構成や設備仕
様を説明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した際
に精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス
処理系（プルトニウム系）の廃ガスポットからセ
ルへ導出される放射性物質については，精製建屋
換気設備のセル排気フィルタユニットにより除去
し，主排気筒を介して大気中へ放出できる設計と
する。

○ －

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
〇容器
・プルトニウム濃縮缶
・廃ガスポット
○セル排気フィルタユニット
○グローブボックス・セル排風機

－ －

<配管・ダクト>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<容器>
・容量
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<ファン>
・容量
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・揚程又は吐出
圧力
・設計上の空気
の流入率
・原動機
<フィルタ>
・容量
・効率
・主要材質
・主要寸法又は
外形・厚さ
・最高使用温度
・最高使用圧力

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための設備の系統構成や設備仕
様を説明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大
事故時可溶性中性子吸収材供給回路により臨界事
故の発生を判定した場合若しくは重大事故時供給
停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応
の発生を判定した場合に，廃ガス貯留設備の廃ガ
ス貯留槽に放射性物質を導出するため，廃ガス貯
留設備の隔離弁を自動開放するとともに廃ガス貯
留設備の空気圧縮機を自動で起動する設計とす
る。
　同時に，前処理建屋においてはせん断処理・溶
解廃ガス処理設備の流路を遮断するため，当該系
統上の隔離弁を自動閉止できる設計とする。
　精製建屋においては精製建屋塔槽類廃ガス処理
設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
流路を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動
閉止するとともに排風機を自動停止できる設計と
する。

○ － － －

<圧縮機>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・原動機
<主要弁>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
○容器
・溶解槽
・ハル洗浄槽
・エンドピース酸洗浄槽
・凝縮器
○空気圧縮機
○主要弁（1141A-W3101, W3102, W3103, W3104,
W3105, W3106, 1142-W3010, W3020, W3030,
W3040, W3050, W3060）
○排風機（せん断処理・溶解廃ガス処理設備）

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
〇容器
・プルトニウム濃縮缶
・凝縮器
○空気圧縮機
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類
廃ガス処理系（プルトニウム系））
○主要弁（1405-W3009, W3070, W3071, HCV-50)

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　その際，臨界事故によって発生する放射線分解
による水素を導出した場合でも，廃ガス貯留設備
の廃ガス貯留槽の気相部の水素濃度がドライ換算
４ｖｏｌ％を超えない容量にできる設計とする。

－ － － － －29
　その際，臨界事故によって発生する放射線分解による水素を導出した場
合でも，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の気相部の水素濃度がドライ換算
４ｖｏｌ％を超えない容量にできる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

設計方針（容量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

機能要求② 設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-5　構造図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　その後，中央制御室からの操作で廃ガス貯留設
備の隔離弁を閉止し，空気圧縮機を停止すること
により，排気をせん断処理・溶解廃ガス処理設備
又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガ
ス処理系（プルトニウム系）から主排気筒を介し
て大気中へ放出できる設計とする。

－ － － － －

28

　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽については，臨界事故の発生を起点とし
て１時間にわたって，また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を起
点として約２時間にわたって放射性物質を含む気体を導出できる容量を有
する設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

設計方針（容量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-5　構造図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽については，臨
界事故の発生を起点として１時間にわたって，ま
た，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を起
点として約２時間にわたって放射性物質を含む気
体を導出できる容量を有する設計とする。

－ － － － －

27

　その後，中央制御室からの操作で廃ガス貯留設備の隔離弁を閉止し，空
気圧縮機を停止することにより，排気をせん断処理・溶解廃ガス処理設備
又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）から主排気筒を介して大気中へ放出できる設計とする。

26

　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達した場合，中央
制御室からの操作により，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋
塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁
を開放するとともにせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類
廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機を起動
した場合であっても，廃ガス貯留設備に逆止弁を設けることで，廃ガス貯
留設備の廃ガス貯留槽からせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋
塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）への放射
性物質の逆流が生じない設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○主要弁（1141A-W6109）

【精製建屋】
○主要弁（1405-W6054）

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の
圧力に達した場合，中央制御室からの操作によ
り，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建
屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系
（プルトニウム系）の隔離弁を開放するとともに
せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔
槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル
トニウム系）の排風機を起動した場合であって
も，廃ガス貯留設備に逆止弁を設けることで，廃
ガス貯留設備の廃ガス貯留槽からせん断処理・溶
解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理
設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）へ
の放射性物質の逆流が生じない設計とする。

－ － － － －

784



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
○容器
・溶解槽
・ハル洗浄槽
・エンドピース酸洗浄槽
・凝縮器
○空気圧縮機
○主要弁（1141A-W3101, W3102, W3103, W3104,
W3105, W3106, 1142-W3010, W3020, W3030,
W3040, W3050, W3060）
○排風機（せん断処理・溶解廃ガス処理設備）

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
〇容器
・プルトニウム濃縮缶
・凝縮器
○空気圧縮機
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類
廃ガス処理系（プルトニウム系））
○主要弁（1405-W3009, W3070, W3071, HCV-50)

29
　その際，臨界事故によって発生する放射線分解による水素を導出した場
合でも，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の気相部の水素濃度がドライ換算
４ｖｏｌ％を超えない容量にできる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

設計方針（容量）

機能要求② 設計方針

28

　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽については，臨界事故の発生を起点とし
て１時間にわたって，また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を起
点として約２時間にわたって放射性物質を含む気体を導出できる容量を有
する設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

設計方針（容量）

27

　その後，中央制御室からの操作で廃ガス貯留設備の隔離弁を閉止し，空
気圧縮機を停止することにより，排気をせん断処理・溶解廃ガス処理設備
又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）から主排気筒を介して大気中へ放出できる設計とする。

26

　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達した場合，中央
制御室からの操作により，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋
塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁
を開放するとともにせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類
廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機を起動
した場合であっても，廃ガス貯留設備に逆止弁を設けることで，廃ガス貯
留設備の廃ガス貯留槽からせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋
塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）への放射
性物質の逆流が生じない設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○主要弁（1141A-W6109）

【精製建屋】
○主要弁（1405-W6054）

設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
○容器
・溶解槽
・ハル洗浄槽
・エンドピース酸洗浄槽
・凝縮器
○空気圧縮機
○主要弁（1141A-W3101, W3102, W3103, W3104,
W3105, W3106, 1142-W3010, W3020, W3030,
W3040, W3050, W3060）
○排風機（せん断処理・溶解廃ガス処理設備）

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
〇容器
・プルトニウム濃縮缶
・凝縮器
○空気圧縮機
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類
廃ガス処理系（プルトニウム系））
○主要弁（1405-W3009, W3070, W3071, HCV-50)

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-5　構造図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　その際，臨界事故によって発生する放射線分解
による水素を導出した場合でも，廃ガス貯留設備
の廃ガス貯留槽の気相部の水素濃度がドライ換算
４ｖｏｌ％を超えない容量にできる設計とする。

○ － － －

<容器>
・容量
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

○ － － －

<容器>
・容量
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

<配管>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<容器>
・容量
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<圧縮機>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・原動機
<主要弁>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　その後，中央制御室からの操作で廃ガス貯留設
備の隔離弁を閉止し，空気圧縮機を停止すること
により，排気をせん断処理・溶解廃ガス処理設備
又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガ
ス処理系（プルトニウム系）から主排気筒を介し
て大気中へ放出できる設計とする。

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-5　構造図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽については，臨
界事故の発生を起点として１時間にわたって，ま
た，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を起
点として約２時間にわたって放射性物質を含む気
体を導出できる容量を有する設計とする。

○ － － －

【前処理建屋】
○主要弁（1141A-W6109）

【精製建屋】
○主要弁（1405-W6054）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の
圧力に達した場合，中央制御室からの操作によ
り，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建
屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系
（プルトニウム系）の隔離弁を開放するとともに
せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔
槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル
トニウム系）の排風機を起動した場合であって
も，廃ガス貯留設備に逆止弁を設けることで，廃
ガス貯留設備の廃ガス貯留槽からせん断処理・溶
解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理
設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）へ
の放射性物質の逆流が生じない設計とする。

○ － － －

<主要弁>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

－ － － －33

　想定される重大事故等において操作する廃ガス貯留設備の隔離弁及び空
気圧縮機並びにせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機及び隔離弁
は，その作動状態の確認が可能な設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　引き続いて実施する廃ガス貯留設備の空気圧縮
機の停止操作は，せん断処理・溶解廃ガス処理設
備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃
ガス処理系（プルトニウム系）からの流路に復旧
する操作の完了を起点として約５分以内に実施で
きる設計とする。

－
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　想定される重大事故等において操作する廃ガス
貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機並びにせん断処
理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の排風機及び隔離弁は，その作動状態の確認
が可能な設計とする。

－

－ － － －

32
　廃ガス貯留設備から発生したドレン水については，低レベル廃液処理設
備に移送し，適切に処理できる設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針

2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　廃ガス貯留設備から発生したドレン水について
は，低レベル廃液処理設備に移送し，適切に処理
できる設計とする。

－ － － － －

31

　引き続いて実施する廃ガス貯留設備の空気圧縮機の停止操作は，せん断
処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃
ガス処理系（プルトニウム系）からの流路に復旧する操作の完了を起点と
して約５分以内に実施できる設計とする。

機能要求①

30

　せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の
塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）からの流路に復旧する操作は，廃
ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達したことを起点とし
て約３分以内に実施できる設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋
塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プ
ルトニウム系）からの流路に復旧する操作は，廃
ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力
に達したことを起点として約３分以内に実施でき
る設計とする。

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

33

　想定される重大事故等において操作する廃ガス貯留設備の隔離弁及び空
気圧縮機並びにせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機及び隔離弁
は，その作動状態の確認が可能な設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針

廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針

32
　廃ガス貯留設備から発生したドレン水については，低レベル廃液処理設
備に移送し，適切に処理できる設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針

31

　引き続いて実施する廃ガス貯留設備の空気圧縮機の停止操作は，せん断
処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃
ガス処理系（プルトニウム系）からの流路に復旧する操作の完了を起点と
して約５分以内に実施できる設計とする。

機能要求①

30

　せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の
塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）からの流路に復旧する操作は，廃
ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達したことを起点とし
て約３分以内に実施できる設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

－

2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　廃ガス貯留設備から発生したドレン水について
は，低レベル廃液処理設備に移送し，適切に処理
できる設計とする。

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　想定される重大事故等において操作する廃ガス
貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機並びにせん断処
理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の排風機及び隔離弁は，その作動状態の確認
が可能な設計とする。

○ － 廃ガス貯留設備 － －

－

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋
塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プ
ルトニウム系）からの流路に復旧する操作は，廃
ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力
に達したことを起点として約３分以内に実施でき
る設計とする。

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【2.3.1.1　廃ガス貯留設備】
　引き続いて実施する廃ガス貯留設備の空気圧縮
機の停止操作は，せん断処理・溶解廃ガス処理設
備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃
ガス処理系（プルトニウム系）からの流路に復旧
する操作の完了を起点として約５分以内に実施で
きる設計とする。

○ － 廃ガス貯留設備 － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

35

　廃ガス貯留設備は，共通要因によってせん断処理・溶解廃ガス処理設備
及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，弁により隔離する
ことで，独立性を有する設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

－ － － － －

36
　廃ガス貯留設備の系統は，共通要因によって精製建屋換気設備と同時に
その機能が損なわれるおそれがないよう，系統構成として独立性を有する
設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

－ － － － －

37

　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設
は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散
物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により重大事故等に対処す
るための機能を損なわない設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

－ － － － －

38
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針
Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.2　基本設計方針

【2.2　基本設計方針】
　関連する工程を停止すること等については，保
安規定に定めて，管理する。

－ － － － －

－ －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(2)　多様性，位置的分散等

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(2)　多様性，位置的
分散等】
　廃ガス貯留設備は，共通要因によってせん断処
理・溶解廃ガス処理設備及び精製建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）と同時にその機能が損なわれるおそれがない
よう，弁により隔離することで，独立性を有する
設計とする。
　廃ガス貯留設備の系統は，共通要因によって精
製建屋換気設備と同時にその機能が損なわれるお
それがないよう，系統構成として独立性を有する
設計とする。
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設以外
の安全機能を有する施設は，自然現象，人為事
象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛
散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等
により重大事故等に対処するための機能を損なわ
ない設計とする。

34
　廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機は，多重化することで，他方の
機器が万一動作しない場合であっても，流路が維持される設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

2.3.1.1　廃ガス貯留設備
　廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機は，多
重化することで，他方の機器が万一動作しない場
合であっても，流路が維持される設計とする。

－ － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

35

　廃ガス貯留設備は，共通要因によってせん断処理・溶解廃ガス処理設備
及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，弁により隔離する
ことで，独立性を有する設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

36
　廃ガス貯留設備の系統は，共通要因によって精製建屋換気設備と同時に
その機能が損なわれるおそれがないよう，系統構成として独立性を有する
設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

37

　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設
は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散
物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により重大事故等に対処す
るための機能を損なわない設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

38
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

34
　廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機は，多重化することで，他方の
機器が万一動作しない場合であっても，流路が維持される設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

○ － 施設共通　基本設計方針 － － －
Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書
2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.2　基本設計方針

【2.2　基本設計方針】
　関連する工程を停止すること等については，保
安規定に定めて，管理する。

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

2.　廃ガス貯留設備の基本方針
2.3　廃ガス貯留設備及び関連設備の系統設計方
針
2.3.1　廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
に使用する設備
2.3.1.1　廃ガス貯留設備

Ⅵ-2-3　系統図
・廃ガス貯留設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

2.3.1.1　廃ガス貯留設備
　廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機は，多
重化することで，他方の機器が万一動作しない場
合であっても，流路が維持される設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(2)　多様性，位置的分散等

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(2)　多様性，位置的
分散等】
　廃ガス貯留設備は，共通要因によってせん断処
理・溶解廃ガス処理設備及び精製建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）と同時にその機能が損なわれるおそれがない
よう，弁により隔離することで，独立性を有する
設計とする。
　廃ガス貯留設備の系統は，共通要因によって精
製建屋換気設備と同時にその機能が損なわれるお
それがないよう，系統構成として独立性を有する
設計とする。
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設以外
の安全機能を有する施設は，自然現象，人為事
象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛
散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等
により重大事故等に対処するための機能を損なわ
ない設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

39
　廃ガス貯留設備は，弁等の操作によって安全機能を有する施設として使
用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすることによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（悪影響防
止）

－ － － － －

40
　廃ガス貯留設備の空気圧縮機は，回転体が飛散することを防ぐことで他
の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（悪影響防
止）

－ － － － －

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○主要弁（1141A-W3101, W3102, W3103, W3104,
W3105, W3106）

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○主要弁（1405-W3070, W3071)

42
　廃ガス貯留設備は，「臨界事故」の発生を仮定する機器及び「ＴＢＰ等
の錯体の急激な分解反応」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への
対処に必要な設備を１セット確保する設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（個数及び容
量）

－ － － － －

－

【Ⅴ-1　強度及び耐食性に関する基本方針】【Ⅴ
-2　強度評価書】【Ⅴ-3　計算機プログラム（解
析コード）の概要】
重大事故時に廃ガス貯留設備が耐圧強度を有する
ことを説明する。
耐圧強度を説明するにあたり使用した計算機プロ
グラムを説明する。

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(5)　環境条件等】
　廃ガス貯留設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分
解反応により瞬間的に上昇する温度及び圧力に対
して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

－ － － －

【精製建屋】
〇プルトニウム濃縮缶
○廃ガス貯留設備の主配管等
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
○容器
・プルトニウム濃縮缶
・廃ガスポット
・廃ガス洗浄塔
・凝縮器
・デミスタ
○高性能粒子フィルタ

設計方針（環境条件
等）

Ⅴ-1　強度及び耐食性に関する基本方針
Ⅴ-2　強度評価書
Ⅴ-3　計算機プログラム（解析コード）の概要

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(5)　環境条件等

43
　廃ガス貯留設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により瞬間的に上
昇する温度及び圧力に対して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

機能要求②

41

　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急激
な分解反応が発生した場合において，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急激
な分解反応により発生した放射性物質を含む気体を貯留するために必要な
容量を有する設計とするとともに，動的機器である廃ガス貯留設備の空気
圧縮機及び弁は，多重化した設計とし，廃ガス貯留設備は，前処理建屋及
び精製建屋に各１系列を設置する設計とする。

機能要求①
機能要求②
設置要求

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(4)　悪影響防止

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(4)　悪影響防止】
　廃ガス貯留設備は，弁等の操作によって安全機
能を有する施設として使用する系統構成から重大
事故等対処設備としての系統構成とすることによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
　廃ガス貯留設備の空気圧縮機は，回転体が飛散
することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさ
ない設計とする。

－ － － － －
設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(3)　個数及び容量】
　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界事故又
はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場
合において，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急激
な分解反応により発生した放射性物質を含む気体
を貯留するために必要な容量を有する設計とする
とともに，動的機器である廃ガス貯留設備の空気
圧縮機及び弁は，多重化した設計とし，廃ガス貯
留設備は，前処理建屋及び精製建屋に各１系列を
設置する設計とする。
　廃ガス貯留設備は，「臨界事故」の発生を仮定
する機器及び「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反
応」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等へ
の対処に必要な設備を１セット確保する設計とす
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

39
　廃ガス貯留設備は，弁等の操作によって安全機能を有する施設として使
用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすることによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（悪影響防
止）

40
　廃ガス貯留設備の空気圧縮機は，回転体が飛散することを防ぐことで他
の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（悪影響防
止）

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○主要弁（1141A-W3101, W3102, W3103, W3104,
W3105, W3106）

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○主要弁（1405-W3070, W3071)

42
　廃ガス貯留設備は，「臨界事故」の発生を仮定する機器及び「ＴＢＰ等
の錯体の急激な分解反応」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への
対処に必要な設備を１セット確保する設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（個数及び容
量）

【精製建屋】
〇プルトニウム濃縮缶
○廃ガス貯留設備の主配管等
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
○容器
・プルトニウム濃縮缶
・廃ガスポット
・廃ガス洗浄塔
・凝縮器
・デミスタ
○高性能粒子フィルタ

設計方針（環境条件
等）

43
　廃ガス貯留設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により瞬間的に上
昇する温度及び圧力に対して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

機能要求②

41

　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急激
な分解反応が発生した場合において，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急激
な分解反応により発生した放射性物質を含む気体を貯留するために必要な
容量を有する設計とするとともに，動的機器である廃ガス貯留設備の空気
圧縮機及び弁は，多重化した設計とし，廃ガス貯留設備は，前処理建屋及
び精製建屋に各１系列を設置する設計とする。

機能要求①
機能要求②
設置要求

設計方針（個数及び容
量）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○主要弁（1141A-W3101, W3102, W3103, W3104,
W3105, W3106）

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○主要弁（1405-W3070, W3071)

○ －
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

－ － －

<容器>
・容量
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<圧縮機>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・原動機
<主要弁>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）

○ －

【精製建屋】
〇プルトニウム濃縮缶
○廃ガス貯留設備の主配管等
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
○容器
・プルトニウム濃縮缶
・廃ガスポット
・廃ガス洗浄塔
・凝縮器
・デミスタ
○高性能粒子フィルタ

－ －

<配管>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<容器>
・容量
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<フィルタ>
・容量
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<ファン>
・主要材料

Ⅴ-1　強度及び耐食性に関する基本方針
Ⅴ-2　強度評価書
Ⅴ-3　計算機プログラム（解析コード）の概要

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(5)　環境条件等

【Ⅴ-1　強度及び耐食性に関する基本方針】【Ⅴ
-2　強度評価書】【Ⅴ-3　計算機プログラム（解
析コード）の概要】
重大事故時に廃ガス貯留設備が耐圧強度を有する
ことを説明する。
耐圧強度を説明するにあたり使用した計算機プロ
グラムを説明する。

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(5)　環境条件等】
　廃ガス貯留設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分
解反応により瞬間的に上昇する温度及び圧力に対
して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(4)　悪影響防止

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(4)　悪影響防止】
　廃ガス貯留設備は，弁等の操作によって安全機
能を有する施設として使用する系統構成から重大
事故等対処設備としての系統構成とすることによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
　廃ガス貯留設備の空気圧縮機は，回転体が飛散
することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさ
ない設計とする。

○ －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
廃ガスを貯留するための系統構成や設備仕様を説
明する。

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(3)　個数及び容量】
　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界事故又
はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場
合において，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急激
な分解反応により発生した放射性物質を含む気体
を貯留するために必要な容量を有する設計とする
とともに，動的機器である廃ガス貯留設備の空気
圧縮機及び弁は，多重化した設計とし，廃ガス貯
留設備は，前処理建屋及び精製建屋に各１系列を
設置する設計とする。
　廃ガス貯留設備は，「臨界事故」の発生を仮定
する機器及び「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反
応」の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等へ
の対処に必要な設備を１セット確保する設計とす
る。

－ －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

44
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，外部からの衝撃による損
傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台風）等により重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（環境条件
等）

－ － － － －

45
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬品の漏
えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護す
る設計とする。

設置要求
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（環境条件
等）

－ － － － －

46
　廃ガス貯留設備は，配管の全周破断に対して，適切な材質とすることに
より，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）に
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

廃ガス貯留設備
設計方針（環境条件
等）

－ － － － －

47
　廃ガス貯留設備は，想定される重大事故が発生した場合においても操作
に支障がないように，中央制御室で操作可能な設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（環境条件
等）

－ － － － －

49
　廃ガス貯留設備は，通常時において，重大事故等に対処するために必要
な機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解点検等が可能な設計と
する。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（試験・検
査）

－ － － － －

50

　性能確認においては，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故
時可溶性中性子吸収材供給回路又は重大事故時供給停止回路からの信号に
よる廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機の作動試験等を行うことによ
り定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（試験・検
査）

－ － － － －

廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(6)　操作性の確保

48

　廃ガス貯留設備は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えること
ができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作により安
全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り
替えられる設計とする。

機能要求①

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(5)　環境条件等

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(5)　環境条件等】
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，
外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建
屋及び精製建屋に設置し，風（台風）等により重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，
溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を
受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護す
る設計とする。
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，
溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を
受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護す
る設計とする。
　廃ガス貯留設備は，想定される重大事故が発生
した場合においても操作に支障がないように，中
央制御室で操作可能な設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(7)　試験・検査

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(7)　試験・検査】
　廃ガス貯留設備は，通常時において，重大事故
等に対処するために必要な機能を確認するため，
外観点検，性能確認，分解点検等が可能な設計と
する。
　性能確認においては，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路又は重大事故時供給停止回路からの信号に
よる廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機の作
動試験等を行うことにより定期的に試験及び検査
を実施できる設計とする。

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(6)　操作性の確保】
　廃ガス貯留設備は，通常時に使用する系統から
速やかに切り替えることができるよう，系統に必
要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作により安
全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設
備の系統に速やかに切り替えられる設計とする。

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

44
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，外部からの衝撃による損
傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台風）等により重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（環境条件
等）

45
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬品の漏
えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護す
る設計とする。

設置要求
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（環境条件
等）

46
　廃ガス貯留設備は，配管の全周破断に対して，適切な材質とすることに
より，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）に
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

廃ガス貯留設備
設計方針（環境条件
等）

47
　廃ガス貯留設備は，想定される重大事故が発生した場合においても操作
に支障がないように，中央制御室で操作可能な設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（環境条件
等）

49
　廃ガス貯留設備は，通常時において，重大事故等に対処するために必要
な機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解点検等が可能な設計と
する。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（試験・検
査）

50

　性能確認においては，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故
時可溶性中性子吸収材供給回路又は重大事故時供給停止回路からの信号に
よる廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機の作動試験等を行うことによ
り定期的に試験及び検査を実施できる設計とする。

機能要求①
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（試験・検
査）

廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

設計方針（操作性の確
保）

48

　廃ガス貯留設備は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えること
ができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作により安
全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り
替えられる設計とする。

機能要求①

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(7)　試験・検査

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(7)　試験・検査】
　廃ガス貯留設備は，通常時において，重大事故
等に対処するために必要な機能を確認するため，
外観点検，性能確認，分解点検等が可能な設計と
する。
　性能確認においては，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路又は重大事故時供給停止回路からの信号に
よる廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機の作
動試験等を行うことにより定期的に試験及び検査
を実施できる設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(5)　環境条件等

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(5)　環境条件等】
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，
外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建
屋及び精製建屋に設置し，風（台風）等により重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，
溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を
受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護す
る設計とする。
　廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，
溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を
受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護す
る設計とする。
　廃ガス貯留設備は，想定される重大事故が発生
した場合においても操作に支障がないように，中
央制御室で操作可能な設計とする。

○ － 廃ガス貯留設備 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.2　廃ガス貯留設備
(6)　操作性の確保

【8.4.2　廃ガス貯留設備　(6)　操作性の確保】
　廃ガス貯留設備は，通常時に使用する系統から
速やかに切り替えることができるよう，系統に必
要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作により安
全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設
備の系統に速やかに切り替えられる設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第〇条 〇〇〇）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

2

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続す
る配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物
質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

3

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備
及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針 － － － － －

4

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

5

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

6

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への
放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃
ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

7

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気
を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な
重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

8

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び
「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中
性子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計につ
いては，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶
性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路の設計については，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の
「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備
の設計については，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の
「5.1.7　廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設計について
は，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故
時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

1

第２章　個別項目
７　その他再処理設備の附属施設
7.1　動力装置及び非常用動力装置
7.1.2　圧縮空気設備
7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器に供給し，水素掃気を
実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な重
大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

2
　臨界事故時水素掃気系は，一般圧縮空気系，安全圧縮空気系，「臨界事
故」の発生を仮定する機器への水素掃気で使用する主配管等及び可搬型建
屋内ホースで構成する。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針 － － － － －

3

　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である一般圧
縮空気系及び安全圧縮空気系，主配管等並びに「臨界事故」の発生を仮定
する機器を常設重大事故等対処設備として位置付け，臨界事故が発生した
場合において放射性物質の放出による影響を緩和できる設計とする。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針 － － － － －

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
6.　臨界事故時水素掃気系の基本方針
6.2　基本設計方針

【6.2　基本設計方針】
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器
に供給し，水素掃気を実施することにより，機器
の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として
臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　臨界事故時水素掃気系は，一般圧縮空気系，安
全圧縮空気系，「臨界事故」の発生を仮定する機
器への水素掃気で使用する主配管等及び可搬型建
屋内ホースで構成する。
　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気
設備の一部である一般圧縮空気系及び安全圧縮空
気系，主配管等並びに「臨界事故」の発生を仮定
する機器を常設重大事故等対処設備として位置付
け，臨界事故が発生した場合において放射性物質
の放出による影響を緩和できる設計とする。

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に
関する説明書書　1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故
が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，
換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出で
きるようにし，放射性物質の放出による影響を緩
和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替
可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気
系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は
液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨
界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける
設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生し
た放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放
射性物質の放出量を低減するために必要な重大事
故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計
とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器
等に供給し，水素掃気を実施することにより，機
器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として
臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用す
る代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計につ
いては，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の
設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留
処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路の設計については，第2章　個別項目
の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性
中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給回路の設計については，第2
章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃
ガス貯留設備の設計については，第2章　個別項
目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7
廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設
計については，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮
空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気
系」に示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第〇条 〇〇〇）

別紙２

1

第1章　共通項目
1.　核燃料物質の臨界防止
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計
　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

2

　セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を
有する施設のうち，「臨界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故が発生した機器に接続す
る配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物
質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

3

　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備
及び臨界事故時水素掃気系で構成する。

機能要求①

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針

4

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が
発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大事故等対処設備として
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

5

　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移
送を停止することで未臨界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子
吸収材供給回路を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

6

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への
放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃
ガス貯留設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

7

　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器等に供給し，水素掃気
を実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な
重大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

8

　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用する代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」に，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系の設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び
「2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中
性子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の設計につ
いては，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶
性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路の設計については，第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の
「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃ガス貯留設備
の設計については，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の
「5.1.7　廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設計について
は，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故
時水素掃気系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

1

第２章　個別項目
７　その他再処理設備の附属施設
7.1　動力装置及び非常用動力装置
7.1.2　圧縮空気設備
7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した場
合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建
屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器に供給し，水素掃気を
実施することにより，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な重
大事故等対処設備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

2
　臨界事故時水素掃気系は，一般圧縮空気系，安全圧縮空気系，「臨界事
故」の発生を仮定する機器への水素掃気で使用する主配管等及び可搬型建
屋内ホースで構成する。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針

3

　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部である一般圧
縮空気系及び安全圧縮空気系，主配管等並びに「臨界事故」の発生を仮定
する機器を常設重大事故等対処設備として位置付け，臨界事故が発生した
場合において放射性物質の放出による影響を緩和できる設計とする。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ －

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（許可文中、第4.3-6表(1)、第4.3-6,8図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
（許可文中、第6.2.2-1表（1）、第6.2.2-1
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
（許可文中、第6.2.3-1表（1）、第6.2.3-1～2
図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

－ － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
6.　臨界事故時水素掃気系の基本方針
6.2　基本設計方針

【6.2　基本設計方針】
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器
に供給し，水素掃気を実施することにより，機器
の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として
臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　臨界事故時水素掃気系は，一般圧縮空気系，安
全圧縮空気系，「臨界事故」の発生を仮定する機
器への水素掃気で使用する主配管等及び可搬型建
屋内ホースで構成する。
　また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気
設備の一部である一般圧縮空気系及び安全圧縮空
気系，主配管等並びに「臨界事故」の発生を仮定
する機器を常設重大事故等対処設備として位置付
け，臨界事故が発生した場合において放射性物質
の放出による影響を緩和できる設計とする。

第２回

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
1.2　基本方針

【Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に
関する説明書書　1.2　基本方針】
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，重大事故の
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
　セル内において核燃料物質が臨界に達すること
を防止するための機能を有する施設のうち，「臨
界事故」の発生を仮定する機器には，未臨界に移
行し，及び未臨界を維持するとともに，臨界事故
が発生した機器に接続する配管の流路を遮断し，
換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル
内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出で
きるようにし，放射性物質の放出による影響を緩
和するために必要な重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　臨界事故の拡大を防止するための設備は，代替
可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材
緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路，廃ガス貯留設備及び臨界事故時水素掃気
系で構成する。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機
器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界事故が発
生した機器を未臨界に移行するために必要な重大
事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系を設ける設計とする。
　緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は
液体状の核燃料物質の移送を停止することで未臨
界を維持するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける
設計とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発生し
た放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放
射性物質の放出量を低減するために必要な重大事
故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計
とする。
　「臨界事故」の発生を仮定する機器において，
臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器
等に供給し，水素掃気を実施することにより，機
器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行するために必要な重大事故等対処設備として
臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。
　なお，臨界事故の拡大を防止するために使用す
る代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の設計につ
いては，第2章　個別項目の「2.2.1　溶解設備」
の「2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系」に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の
設計については，第2章　個別項目の「2.2.1　溶
解設備」の「2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子
吸収材供給系」及び「2.4.3　精製建屋一時貯留
処理設備」の「2.4.3.1　重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊
急供給回路の設計については，第2章　個別項目
の「4.2　安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性
中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故時可溶
性中性子吸収材供給回路の設計については，第2
章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.3
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，廃
ガス貯留設備の設計については，第2章　個別項
目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7
廃ガス貯留設備」に，臨界事故時水素掃気系の設
計については，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮
空気設備」の「7.1.2.4　臨界事故時水素掃気
系」に示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第〇条 〇〇〇）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

　臨界事故が発生した場合の重大事故等対処設備として，臨界事故時水素
掃気系の他，安全保護回路の代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重
大事故時可溶性中性子吸収材供給回路並びに計測制御設備の可搬型貯槽掃
気圧縮空気流量計を使用する設計とする。なお，安全保護回路は「4.2
安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」及び
「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，計測制御設備に
ついては「4.1　計測制御設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
6.　臨界事故時水素掃気系の基本方針
6.3　臨界事故時水素掃気系及び関連設備の系統
設計方針
6.3.1　臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気に使用する設備
6.3.1.2　安全保護回路
6.3.1.3　計測制御設備

【6.3.1.2　安全保護回路】
　臨界事故への対処に使用する安全保護回路につ
いて説明する。

【6.3.1.3　計測制御設備】
　臨界事故への対処に使用する計測制御設備につ
いて説明する。

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○貯槽
・溶解槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇可搬型建屋内ホース
○貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）

6
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針
Ⅵ-1-5-2-1　臨界事故の拡大を防止するための設
備に関する説明書
4.重大事故等対処設備の設計方針

【4.重大事故等対処設備の設計方針】
関連する工程を停止すること等については，保安
規定に定めて，管理する。

－ － － － －

－ － －

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　臨界事故時水素掃気系の系統構成や設備仕様を
説明する。

【6.3.1.1　臨界事故時水素掃気系】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大
事故時可溶性中性子吸収材供給回路により臨界事
故の発生を判定した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し，一般圧縮空気系から空気を機
器に供給し水素掃気を実施することにより，機器
の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行できる設計とする。

－ －

5

　臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系及び機器圧縮空気供給配管・弁
は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散
物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により重大事故等に対処す
るための機能を損なわない設計とする。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(2)　多様性，位置的分散等

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(2)　多様
性，位置的分散等】
　臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系及び機
器圧縮空気供給配管・弁は，自然現象，人為事
象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛
散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等
により重大事故等に対処するための機能を損なわ
ない設計とする。

－ －

－ － －4

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路により臨界事故の発生を判定した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋内ホースを敷設し，一般
圧縮空気系から空気を機器に供給し水素掃気を実施することにより，機器
の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ
換算４ｖｏｌ％未満に移行できる設計とする。

機能要求② 設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
6.　臨界事故時水素掃気系の基本方針
6.3　臨界事故時水素掃気系及び関連設備の系統
設計方針
6.3.1　臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気に使用する設備
6.3.1.1　臨界事故時水素掃気系

Ⅵ-2-3　系統図
・臨界事故時水素掃気系
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第〇条 〇〇〇）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

　臨界事故が発生した場合の重大事故等対処設備として，臨界事故時水素
掃気系の他，安全保護回路の代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重
大事故時可溶性中性子吸収材供給回路並びに計測制御設備の可搬型貯槽掃
気圧縮空気流量計を使用する設計とする。なお，安全保護回路は「4.2
安全保護回路」の「4.2.2　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」及び
「4.2.3　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」に，計測制御設備に
ついては「4.1　計測制御設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○貯槽
・溶解槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇可搬型建屋内ホース
○貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）

6
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

5

　臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系及び機器圧縮空気供給配管・弁
は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散
物に対して修理の対応，関連する工程の停止等により重大事故等に対処す
るための機能を損なわない設計とする。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

4

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路により臨界事故の発生を判定した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋内ホースを敷設し，一般
圧縮空気系から空気を機器に供給し水素掃気を実施することにより，機器
の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ
換算４ｖｏｌ％未満に移行できる設計とする。

機能要求② 設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 基本方針 － － －

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
6.　臨界事故時水素掃気系の基本方針
6.3　臨界事故時水素掃気系及び関連設備の系統
設計方針
6.3.1　臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気に使用する設備
6.3.1.2　安全保護回路
6.3.1.3　計測制御設備

【6.3.1.2　安全保護回路】
　臨界事故への対処に使用する安全保護回路につ
いて説明する。

【6.3.1.3　計測制御設備】
　臨界事故への対処に使用する計測制御設備につ
いて説明する。

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○貯槽
・溶解槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

－ －

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇可搬型建屋内ホース
○貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

－ －

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）

－ －

○ － 施設共通　基本設計方針 － －
Ⅵ-1-5-2-1　臨界事故の拡大を防止するための設

備に関する説明書
4.重大事故等対処設備の設計方針

【4.重大事故等対処設備の設計方針】
関連する工程を停止すること等については，保安
規定に定めて，管理する。

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(2)　多様
性，位置的分散等】
　臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系及び機
器圧縮空気供給配管・弁は，自然現象，人為事
象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛
散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等
により重大事故等に対処するための機能を損なわ
ない設計とする。

臨界事故時水素掃気系 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(2)　多様性，位置的分散等

○ －

<配管>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<容器>
・容量
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<圧縮機>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・原動機

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関
する説明書
6.　臨界事故時水素掃気系の基本方針
6.3　臨界事故時水素掃気系及び関連設備の系統
設計方針
6.3.1　臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気に使用する設備
6.3.1.1　臨界事故時水素掃気系

Ⅵ-2-3　系統図
・臨界事故時水素掃気系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　臨界事故時水素掃気系の系統構成や設備仕様を
説明する。

【6.3.1.1　臨界事故時水素掃気系】
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大
事故時可溶性中性子吸収材供給回路により臨界事
故の発生を判定した場合，安全圧縮空気系及び一
般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋
内ホースを敷設し，一般圧縮空気系から空気を機
器に供給し水素掃気を実施することにより，機器
の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に
移行できる設計とする。

○ －
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説明対象
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仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

7

　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，共通要因によって臨界
事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁と同時にその機能が損なわ
れるおそれがないように，故障時バックアップも含めて必要な数量を臨界
事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁が設置される前処理建屋及
び精製建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管す
るとともに，対処を行う建屋にも保管することで位置的分散を図る設計と
する。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

－ － － － －

8
　対処を行う建屋内に保管する場合は臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空
気供給配管・弁が設置される場所と異なる場所に保管することで位置的分
散を図る設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

－ － － － －

9

　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースと臨界事故時水素掃気系の
機器圧縮空気供給配管の接続口は，共通要因によって臨界事故環境下にお
ける放射線の影響も含めて接続することができなくなることを防止するた
め，臨界事故発生機器からの接続口までの建屋躯体による遮蔽を考慮の
上，前処理建屋及び精製建屋内の適切に離隔した隣接しないそれぞれ互い
に異なる複数の場所に設置する設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

－ － － － －

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）
○貯槽
・溶解槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
○貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇可搬型建屋内ホース

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）

13
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，前処理建屋に12
系列を設置し，精製建屋に４系列を設置する設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（個数及び容
量）

－ － － － －

14

　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，複数の敷設ルートで対
処できるよう必要数を複数の敷設ルートに確保するとともに，建屋内に保
管するホースについては予備を含めた個数を必要数として確保する設計と
する。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（個数及び容
量）

－ － － － －

15
　臨界事故時水素掃気系は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，
重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（個数及び容
量）

－ － － － －

12

　臨界事故時に追加的に空気を供給する一般圧縮空気系は，安全機能を有
する施設の仕様が，臨界事故が発生した機器の気相部における水素濃度を
ドライ換算４ｖｏｌ％未満に維持するために必要な流量に対し，十分な容
量を確保できる設計とする。

機能要求②

－ －

－ － － － －
設計方針（個数及び容
量）

－ － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(3)　個数及び容量

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(3)　個数及
び容量】
　臨界事故時水素掃気系として用いる安全圧縮空
気系及び一般圧縮空気系は，臨界事故が発生した
機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持するために必要な空気を供給で
きる設計とする。
　臨界事故時に追加的に空気を供給する一般圧縮
空気系は，安全機能を有する施設の仕様が，臨界
事故が発生した機器の気相部における水素濃度を
ドライ換算４ｖｏｌ％未満に維持するために必要
な流量に対し，十分な容量を確保できる設計とす
る。
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配
管・弁は，前処理建屋に12系列を設置し，精製建
屋に４系列を設置する設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，複数の敷設ルートで対処できるよう必要数を
複数の敷設ルートに確保するとともに，建屋内に
保管するホースについては予備を含めた個数を必
要数として確保する設計とする。
　臨界事故時水素掃気系は，「臨界事故」の発生
を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処に必
要な設備を１セット確保する設計とする。

－

11
　臨界事故時水素掃気系として用いる安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系
は，臨界事故が発生した機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持するために必要な空気を供給できる設計とする。

機能要求②
設計方針（個数及び容
量）

－
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(4)　悪影響防止

10
　臨界事故時水素掃気系は，重大事故等発生前（通常時）の離隔若しくは
分離された状態から弁等の操作や接続により重大事故等対処設備としての
系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(2)　多様性，位置的分散等

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(2)　多様
性，位置的分散等】
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，共通要因によって臨界事故時水素掃気系の機
器圧縮空気供給配管・弁と同時にその機能が損な
われるおそれがないように，故障時バックアップ
も含めて必要な数量を臨界事故時水素掃気系の機
器圧縮空気供給配管・弁が設置される前処理建屋
及び精製建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管するとともに，対処を行
う建屋にも保管することで位置的分散を図る設計
とする。
　対処を行う建屋内に保管する場合は臨界事故時
水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁が設置さ
れる場所と異なる場所に保管することで位置的分
散を図る設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースと
臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管の
接続口は，共通要因によって臨界事故環境下にお
ける放射線の影響も含めて接続することができな
くなることを防止するため，臨界事故発生機器か
らの接続口までの建屋躯体による遮蔽を考慮の
上，前処理建屋及び精製建屋内の適切に離隔した
隣接しないそれぞれ互いに異なる複数の場所に設
置する設計とする。

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(4)　悪影響
防止】
　臨界事故時水素掃気系は，重大事故等発生前
（通常時）の離隔若しくは分離された状態から弁
等の操作や接続により重大事故等対処設備として
の系統構成とすることにより，他の設備に悪影響
を及ぼさない設計とする。

－ － －
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7

　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，共通要因によって臨界
事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁と同時にその機能が損なわ
れるおそれがないように，故障時バックアップも含めて必要な数量を臨界
事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁が設置される前処理建屋及
び精製建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管す
るとともに，対処を行う建屋にも保管することで位置的分散を図る設計と
する。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

8
　対処を行う建屋内に保管する場合は臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空
気供給配管・弁が設置される場所と異なる場所に保管することで位置的分
散を図る設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

9

　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースと臨界事故時水素掃気系の
機器圧縮空気供給配管の接続口は，共通要因によって臨界事故環境下にお
ける放射線の影響も含めて接続することができなくなることを防止するた
め，臨界事故発生機器からの接続口までの建屋躯体による遮蔽を考慮の
上，前処理建屋及び精製建屋内の適切に離隔した隣接しないそれぞれ互い
に異なる複数の場所に設置する設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）
○貯槽
・溶解槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
○貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇可搬型建屋内ホース

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）

13
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，前処理建屋に12
系列を設置し，精製建屋に４系列を設置する設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（個数及び容
量）

14

　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，複数の敷設ルートで対
処できるよう必要数を複数の敷設ルートに確保するとともに，建屋内に保
管するホースについては予備を含めた個数を必要数として確保する設計と
する。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（個数及び容
量）

15
　臨界事故時水素掃気系は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，
重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（個数及び容
量）

12

　臨界事故時に追加的に空気を供給する一般圧縮空気系は，安全機能を有
する施設の仕様が，臨界事故が発生した機器の気相部における水素濃度を
ドライ換算４ｖｏｌ％未満に維持するために必要な流量に対し，十分な容
量を確保できる設計とする。

機能要求②
設計方針（個数及び容
量）

11
　臨界事故時水素掃気系として用いる安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系
は，臨界事故が発生した機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持するために必要な空気を供給できる設計とする。

機能要求②
設計方針（個数及び容
量）

臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（悪影響防
止）

10
　臨界事故時水素掃気系は，重大事故等発生前（通常時）の離隔若しくは
分離された状態から弁等の操作や接続により重大事故等対処設備としての
系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）
○貯槽
・溶解槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
○貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇可搬型建屋内ホース

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

－

<配管>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<圧縮機>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・原動機

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(4)　悪影響防止

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(4)　悪影響
防止】
　臨界事故時水素掃気系は，重大事故等発生前
（通常時）の離隔若しくは分離された状態から弁
等の操作や接続により重大事故等対処設備として
の系統構成とすることにより，他の設備に悪影響
を及ぼさない設計とする。

○ － 臨界事故時水素掃気系

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(3)　個数及び容量

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
　重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(3)　個数及
び容量】
　臨界事故時水素掃気系として用いる安全圧縮空
気系及び一般圧縮空気系は，臨界事故が発生した
機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ
ｏｌ％未満に維持するために必要な空気を供給で
きる設計とする。
　臨界事故時に追加的に空気を供給する一般圧縮
空気系は，安全機能を有する施設の仕様が，臨界
事故が発生した機器の気相部における水素濃度を
ドライ換算４ｖｏｌ％未満に維持するために必要
な流量に対し，十分な容量を確保できる設計とす
る。
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配
管・弁は，前処理建屋に12系列を設置し，精製建
屋に４系列を設置する設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，複数の敷設ルートで対処できるよう必要数を
複数の敷設ルートに確保するとともに，建屋内に
保管するホースについては予備を含めた個数を必
要数として確保する設計とする。
　臨界事故時水素掃気系は，「臨界事故」の発生
を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処に必
要な設備を１セット確保する設計とする。

○ － － －

<配管>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<容器>
・容量
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<圧縮機>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・原動機

○ － －

－ － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(2)　多様性，位置的分散等

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(2)　多様
性，位置的分散等】
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，共通要因によって臨界事故時水素掃気系の機
器圧縮空気供給配管・弁と同時にその機能が損な
われるおそれがないように，故障時バックアップ
も含めて必要な数量を臨界事故時水素掃気系の機
器圧縮空気供給配管・弁が設置される前処理建屋
及び精製建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管するとともに，対処を行
う建屋にも保管することで位置的分散を図る設計
とする。
　対処を行う建屋内に保管する場合は臨界事故時
水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁が設置さ
れる場所と異なる場所に保管することで位置的分
散を図る設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースと
臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管の
接続口は，共通要因によって臨界事故環境下にお
ける放射線の影響も含めて接続することができな
くなることを防止するため，臨界事故発生機器か
らの接続口までの建屋躯体による遮蔽を考慮の
上，前処理建屋及び精製建屋内の適切に離隔した
隣接しないそれぞれ互いに異なる複数の場所に設
置する設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第〇条 〇〇〇）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

16
　臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系は，外部からの衝撃による損傷
を防止できる前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台風）等により重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条件
等）

－ － － － －

17
　臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系は，溢水量及び化学薬品の漏え
い量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護する
設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条件
等）

－ － － － －

18
　臨界事故時水素掃気系は，配管の全周破断に対して，適切な材質とする
ことにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒
等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
○貯槽
・溶解槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
○貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針（環境条件
等）

－ － － － －

19
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，想定される重大
事故等が発生した場合において線量率の高くなるおそれの少ない場所を選
定することにより，当該設備の設置場所で操作可能な設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条件
等）

－ － － － －

20
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，外部からの衝撃による
損傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に保管し，風（台風）等により
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条件
等）

－ － － － －

21
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，溢水量及び化学薬品の
漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防護
する設計とする。

機能要求②
運用要求

【前処理建屋】
〇可搬型建屋内ホース

【精製建屋】
〇可搬型建屋内ホース

施設共通　基本設計方針

設計方針（環境条件
等）

－ － － － －

22

　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，内部発生飛散物の影響
を考慮し，前処理建屋及び精製建屋の内部発生飛散物の影響を受けない場
所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条件
等）

－ － － － －

23

　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，配管の全周破断に対し
て，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影
響を受けない前処理建屋又は精製建屋内に保管することにより，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求①
設置要求

臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条件
等）

－ － － － －

24

　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，想定される重大事故等
が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないよう
に，線量率の高くなるおそれの少ない設置場所を選定し，当該設備の設置
場所で操作可能な設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条件
等）

－ － － － －

25
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，コネクタ接続に統一す
ることにより，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とす
る。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（操作性の確
保）

－ － － － －

26

　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，速やかに切り替
えることができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，現場におい
てそれぞれ簡易な接続及び弁等の手動操作により，安全機能を有する施設
の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる設計とす
る。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（操作性の確
保）

－ － － － －

27

　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，容易かつ確実に
接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用することができるよう，ホース
は口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じたコネクタ接続を用いる設計
とする。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（操作性の確
保）

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(5)　環境条件等

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(5)　環境条
件等】
　臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系は，外
部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋
及び精製建屋に設置し，風（台風）等により重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。
　臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系は，溢
水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受
けない高さへの設置，被水防護及び被液防護する
設計とする。
　臨界事故時水素掃気系は，配管の全周破断に対
して，適切な材質とすることにより，漏えいした
放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒
等）により重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配
管・弁は，想定される重大事故等が発生した場合
において線量率の高くなるおそれの少ない場所を
選定することにより，当該設備の設置場所で操作
可能な設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処
理建屋及び精製建屋に保管し，風（台風）等によ
り重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影
響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防
護する設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，内部発生飛散物の影響を考慮し，前処理建屋
及び精製建屋の内部発生飛散物の影響を受けない
場所に保管することにより，重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，配管の全周破断に対して，漏えいした放射性
物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の
影響を受けない前処理建屋又は精製建屋内に保管
することにより，重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，想定される重大事故等が発生した場合におい
ても設置及び常設設備との接続に支障がないよう
に，線量率の高くなるおそれの少ない設置場所を
選定し，当該設備の設置場所で操作可能な設計と
する。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(6)　操作性の確保

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(6)　操作性
の確保】
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，コネクタ接続に統一することにより，速やか
に，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計と
する。
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配
管・弁は，速やかに切り替えることができるよ
う，系統に必要な弁等を設ける設計とし，現場に
おいてそれぞれ簡易な接続及び弁等の手動操作に
より，安全機能を有する施設の系統から重大事故
等対処設備の系統に速やかに切り替えられる設計
とする。
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配
管・弁は，容易かつ確実に接続でき，かつ，複数
の系統が相互に使用することができるよう，ホー
スは口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じた
コネクタ接続を用いる設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第〇条 〇〇〇）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

16
　臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系は，外部からの衝撃による損傷
を防止できる前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台風）等により重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条件
等）

17
　臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系は，溢水量及び化学薬品の漏え
い量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護する
設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条件
等）

18
　臨界事故時水素掃気系は，配管の全周破断に対して，適切な材質とする
ことにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒
等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
○貯槽
・溶解槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
○貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針（環境条件
等）

19
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，想定される重大
事故等が発生した場合において線量率の高くなるおそれの少ない場所を選
定することにより，当該設備の設置場所で操作可能な設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条件
等）

20
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，外部からの衝撃による
損傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に保管し，風（台風）等により
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条件
等）

21
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，溢水量及び化学薬品の
漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防護
する設計とする。

機能要求②
運用要求

【前処理建屋】
〇可搬型建屋内ホース

【精製建屋】
〇可搬型建屋内ホース

施設共通　基本設計方針

設計方針（環境条件
等）

22

　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，内部発生飛散物の影響
を考慮し，前処理建屋及び精製建屋の内部発生飛散物の影響を受けない場
所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条件
等）

23

　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，配管の全周破断に対し
て，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影
響を受けない前処理建屋又は精製建屋内に保管することにより，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求①
設置要求

臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条件
等）

24

　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，想定される重大事故等
が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないよう
に，線量率の高くなるおそれの少ない設置場所を選定し，当該設備の設置
場所で操作可能な設計とする。

設置要求
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（環境条件
等）

25
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，コネクタ接続に統一す
ることにより，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とす
る。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（操作性の確
保）

26

　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，速やかに切り替
えることができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，現場におい
てそれぞれ簡易な接続及び弁等の手動操作により，安全機能を有する施設
の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる設計とす
る。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（操作性の確
保）

27

　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，容易かつ確実に
接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用することができるよう，ホース
は口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じたコネクタ接続を用いる設計
とする。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（操作性の確
保）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

○ －

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
○貯槽
・溶解槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
○貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

－ －

<配管>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<容器>
・容量
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

○ －

【前処理建屋】
〇可搬型建屋内ホース

【精製建屋】
〇可搬型建屋内ホース

施設共通　基本設計方針

－ －

<配管>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(6)　操作性の確保

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(6)　操作性
の確保】
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，コネクタ接続に統一することにより，速やか
に，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計と
する。
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配
管・弁は，速やかに切り替えることができるよ
う，系統に必要な弁等を設ける設計とし，現場に
おいてそれぞれ簡易な接続及び弁等の手動操作に
より，安全機能を有する施設の系統から重大事故
等対処設備の系統に速やかに切り替えられる設計
とする。
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配
管・弁は，容易かつ確実に接続でき，かつ，複数
の系統が相互に使用することができるよう，ホー
スは口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じた
コネクタ接続を用いる設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(5)　環境条件等

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(5)　環境条
件等】
　臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系は，外
部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋
及び精製建屋に設置し，風（台風）等により重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。
　臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系は，溢
水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受
けない高さへの設置，被水防護及び被液防護する
設計とする。
　臨界事故時水素掃気系は，配管の全周破断に対
して，適切な材質とすることにより，漏えいした
放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒
等）により重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配
管・弁は，想定される重大事故等が発生した場合
において線量率の高くなるおそれの少ない場所を
選定することにより，当該設備の設置場所で操作
可能な設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処
理建屋及び精製建屋に保管し，風（台風）等によ
り重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影
響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防
護する設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，内部発生飛散物の影響を考慮し，前処理建屋
及び精製建屋の内部発生飛散物の影響を受けない
場所に保管することにより，重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，配管の全周破断に対して，漏えいした放射性
物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の
影響を受けない前処理建屋又は精製建屋内に保管
することにより，重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，想定される重大事故等が発生した場合におい
ても設置及び常設設備との接続に支障がないよう
に，線量率の高くなるおそれの少ない設置場所を
選定し，当該設備の設置場所で操作可能な設計と
する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第〇条 〇〇〇）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

28
　臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系，安全圧縮空気系及び機器圧縮
空気供給配管・弁は，通常時において，重大事故等に対処するために必要
な機能を確認するため，外観点検，分解確認等が可能な設計とする。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（試験・検
査）

－ － － － －

29
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，通常時において，重大
事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，員数確認
が可能な設計とする。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（試験・検
査）

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(7)　試験・検査

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(7)　試験・
検査】
　臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系，安全
圧縮空気系及び機器圧縮空気供給配管・弁は，通
常時において，重大事故等に対処するために必要
な機能を確認するため，外観点検，分解確認等が
可能な設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，通常時において，重大事故等に対処するため
に必要な機能を確認するため，外観点検，員数確
認が可能な設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第〇条 〇〇〇）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

28
　臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系，安全圧縮空気系及び機器圧縮
空気供給配管・弁は，通常時において，重大事故等に対処するために必要
な機能を確認するため，外観点検，分解確認等が可能な設計とする。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（試験・検
査）

29
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，通常時において，重大
事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，員数確認
が可能な設計とする。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（試験・検
査）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

○ － 臨界事故時水素掃気系 － － －

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.2　圧縮空気設備
8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系
(7)　試験・検査

【8.6.2.2　臨界事故時水素掃気系　(7)　試験・
検査】
　臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系，安全
圧縮空気系及び機器圧縮空気供給配管・弁は，通
常時において，重大事故等に対処するために必要
な機能を確認するため，外観点検，分解確認等が
可能な設計とする。
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース
は，通常時において，重大事故等に対処するため
に必要な機能を確認するため，外観点検，員数確
認が可能な設計とする。
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第39条：冷却機能の喪失による蒸発乾固に 

対処するための設備 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第1章　共通項目
4.　閉じ込め機能
4.3　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備
　セル内において使用済燃料から分離された物であって液体状のもの又は
液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する施設のうち，冷却機能の喪
失による蒸発乾固の発生を仮定する機器には，重大事故の発生又は拡大を
防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

2

　セル内において使用済燃料から分離された物であって液体状のもの又は
液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する施設には，蒸発乾固の発生
を未然に防止するとともに，蒸発乾固が発生した場合において，放射性物
質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を防止し，蒸発乾固が発生した設
備に接続する換気系統の配管の流路を遮断するために必要な設備及び換気
系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ
放射性物質を排出できるようにし，放射性物質の放出による影響を緩和す
るために必要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

3
　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備は，代替安全冷却
水系及び代替換気設備で構成する。

機能要求①

代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1) 仕様表、第9.5-7図、
第9.5-10図、第9.5-13図、第9.5-16図）
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

基本方針 － － － － －

4

　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器の冷却機能が
喪失した場合にその他再処理設備の附属施設の冷却水設備の安全冷却水系
（再処理設備本体用）の内部ループに通水することで「冷却機能の喪失に
よる蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包する溶液を冷却するため
の水供給に必要な重大事故等対処設備として，代替安全冷却水系を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

5

　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶
液が沸騰に至った場合に「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定
する対象機器に注水すること及びその他再処理設備の附属施設の冷却水設
備の安全冷却水系（再処理設備本体用）の冷却コイル又は冷却ジャケット
へ通水することで蒸発乾固の進行を防止するための水供給に必要な重大事
故等対処設備として，代替安全冷却水系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

6

　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶
液が沸騰に至った場合に「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定
する対象機器に内包する溶液の沸騰により気相中に移行する放射性物質
を，これらの機器に接続する塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止し，塔
槽類廃ガス処理設備の流路を遮断することで，「冷却機能の喪失による蒸
発乾固」の発生を想定する対象機器からの蒸気を凝縮し，排気をセルに導
出するために必要な重大事故等対処設備として代替安全冷却水系及び代替
換気設備のセルへの導出経路の構築をするために必要な設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

7

　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶
液が沸騰に至った場合に「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定
する対象機器からセルに導出された放射性エアロゾルを除去し，主排気筒
を介して大気中に管理しながら放出するために必要な重大事故等対処設備
として代替換気設備の代替セル排気系による対応をするために必要な設備
を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

8
　上記の代替冷却水系及び代替換気設備は，第1章　共通項目の「5.5　放
射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備」に示す状
態と重畳した場合においても必要な機能を発揮する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

9

　なお，冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生又は拡大を防止するために
使用する代替安全冷却水系の設計については，第2章　個別項目の「7.2.2
冷却水設備」の「7.2.2.3　代替安全冷却水系」に，代替換気設備の設計
については，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の
「5.1.6　代替換気設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

Ⅵ－１－１－２－２
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための
設備に関する説明書
2.　基本方針

【2.　基本方針】
　セル内において使用済燃料から分離された物で
あって液体状のもの又は液体状の放射性廃棄物を
冷却する機能を有する施設のうち，冷却機能の喪
失による蒸発乾固の発生を仮定する機器には，重
大事故の発生又は拡大を防止するために必要な次
に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とす
る。
　セル内において使用済燃料から分離された物で
あって液体状のもの又は液体状の放射性廃棄物を
冷却する機能を有する施設には，蒸発乾固の発生
を未然に防止するとともに，蒸発乾固が発生した
場合において，放射性物質の発生を抑制し，及び
蒸発乾固の進行を防止し，蒸発乾固が発生した設
備に接続する換気系統の配管の流路を遮断するた
めに必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態
になった場合にセル内に設置された配管の外部へ
放射性物質を排出できるようにし，放射性物質の
放出による影響を緩和するために必要な重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するため
の設備は，代替安全冷却水系及び代替換気設備で
構成する。
　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮
定する機器の冷却機能が喪失した場合にその他再
処理設備の附属施設の冷却水設備の安全冷却水系
(再処理設備本体用)の内部ループに通水すること
で「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想
定する対象機器に内包する溶液を冷却するための
水供給に必要な重大事故等対処設備として，代替
安全冷却水系を設ける設計とする。
　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮
定する機器に内包する溶液が沸騰に至った場合に
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定
する対象機器に注水すること及びその他再処理設
備の附属施設の冷却水設備の安全冷却水系(再処
理設備本体用)の冷却コイル又は冷却ジャケット
へ通水することで蒸発乾固の進行を防止するため
の水供給に必要な重大事故等対処設備として，代
替安全冷却水系を設ける設計とする。
　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮
定する機器に内包する溶液が沸騰に至った場合に
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定
する対象機器に内包する溶液の沸騰により気相中
に移行する放射性物質を，これらの機器に接続す
る塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止し，塔槽
類廃ガス処理設備の流路を遮断することで，「冷
却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する
対象機器からの蒸気を凝縮し，排気をセルに導出
するために必要な重大事故等対処設備として代替
安全冷却水系及び代替換気設備のセルへの導出経
路の構築をするために必要な設備(以下「セル導
出設備」という)を設ける設計とする。
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定
する機器に内包する溶液が沸騰に至った場合に
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定
する対象機器からセルに導出された放射性エアロ
ゾルを除去し，主排気筒を介して大気中に管理し
ながら放出するために必要な重大事故等対処設備
として代替換気設備の代替セル排気系による対応
をするために必要な設備を設ける設計とする。
　上記の代替冷却水系及び代替換気設備は，「Ⅲ
－２　放射線分解により発生する水素による爆発
に対処するための設備に関する説明書」に示す状
態と重畳した場合においても必要な機能を発揮す
る設計とする。
　なお，冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生又
は拡大を防止するために使用する代替安全冷却水
系の設計については「2.　代替安全冷却水系の基
本方針」に，代替換気設備の設計については「Ⅵ
－１－６－２　代替換気設備に関する説明書」に
示す。

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

1

第1章　共通項目
4.　閉じ込め機能
4.3　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備
　セル内において使用済燃料から分離された物であって液体状のもの又は
液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する施設のうち，冷却機能の喪
失による蒸発乾固の発生を仮定する機器には，重大事故の発生又は拡大を
防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

2

　セル内において使用済燃料から分離された物であって液体状のもの又は
液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する施設には，蒸発乾固の発生
を未然に防止するとともに，蒸発乾固が発生した場合において，放射性物
質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を防止し，蒸発乾固が発生した設
備に接続する換気系統の配管の流路を遮断するために必要な設備及び換気
系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ
放射性物質を排出できるようにし，放射性物質の放出による影響を緩和す
るために必要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

3
　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備は，代替安全冷却
水系及び代替換気設備で構成する。

機能要求①

代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1) 仕様表、第9.5-7図、
第9.5-10図、第9.5-13図、第9.5-16図）
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

基本方針

4

　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器の冷却機能が
喪失した場合にその他再処理設備の附属施設の冷却水設備の安全冷却水系
（再処理設備本体用）の内部ループに通水することで「冷却機能の喪失に
よる蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包する溶液を冷却するため
の水供給に必要な重大事故等対処設備として，代替安全冷却水系を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

5

　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶
液が沸騰に至った場合に「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定
する対象機器に注水すること及びその他再処理設備の附属施設の冷却水設
備の安全冷却水系（再処理設備本体用）の冷却コイル又は冷却ジャケット
へ通水することで蒸発乾固の進行を防止するための水供給に必要な重大事
故等対処設備として，代替安全冷却水系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

6

　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶
液が沸騰に至った場合に「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定
する対象機器に内包する溶液の沸騰により気相中に移行する放射性物質
を，これらの機器に接続する塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止し，塔
槽類廃ガス処理設備の流路を遮断することで，「冷却機能の喪失による蒸
発乾固」の発生を想定する対象機器からの蒸気を凝縮し，排気をセルに導
出するために必要な重大事故等対処設備として代替安全冷却水系及び代替
換気設備のセルへの導出経路の構築をするために必要な設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

7

　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶
液が沸騰に至った場合に「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定
する対象機器からセルに導出された放射性エアロゾルを除去し，主排気筒
を介して大気中に管理しながら放出するために必要な重大事故等対処設備
として代替換気設備の代替セル排気系による対応をするために必要な設備
を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

8
　上記の代替冷却水系及び代替換気設備は，第1章　共通項目の「5.5　放
射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備」に示す状
態と重畳した場合においても必要な機能を発揮する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

9

　なお，冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生又は拡大を防止するために
使用する代替安全冷却水系の設計については，第2章　個別項目の「7.2.2
冷却水設備」の「7.2.2.3　代替安全冷却水系」に，代替換気設備の設計
については，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の
「5.1.6　代替換気設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ －

代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1) 仕様表、第9.5-7図、
第9.5-10図、第9.5-13図、第9.5-16図）
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

－ － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

第２回

Ⅵ－１－１－２－２
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための
設備に関する説明書
2.　基本方針

【2.　基本方針】
　セル内において使用済燃料から分離された物で
あって液体状のもの又は液体状の放射性廃棄物を
冷却する機能を有する施設のうち，冷却機能の喪
失による蒸発乾固の発生を仮定する機器には，重
大事故の発生又は拡大を防止するために必要な次
に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とす
る。
　セル内において使用済燃料から分離された物で
あって液体状のもの又は液体状の放射性廃棄物を
冷却する機能を有する施設には，蒸発乾固の発生
を未然に防止するとともに，蒸発乾固が発生した
場合において，放射性物質の発生を抑制し，及び
蒸発乾固の進行を防止し，蒸発乾固が発生した設
備に接続する換気系統の配管の流路を遮断するた
めに必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態
になった場合にセル内に設置された配管の外部へ
放射性物質を排出できるようにし，放射性物質の
放出による影響を緩和するために必要な重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するため
の設備は，代替安全冷却水系及び代替換気設備で
構成する。
　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮
定する機器の冷却機能が喪失した場合にその他再
処理設備の附属施設の冷却水設備の安全冷却水系
(再処理設備本体用)の内部ループに通水すること
で「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想
定する対象機器に内包する溶液を冷却するための
水供給に必要な重大事故等対処設備として，代替
安全冷却水系を設ける設計とする。
　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮
定する機器に内包する溶液が沸騰に至った場合に
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定
する対象機器に注水すること及びその他再処理設
備の附属施設の冷却水設備の安全冷却水系(再処
理設備本体用)の冷却コイル又は冷却ジャケット
へ通水することで蒸発乾固の進行を防止するため
の水供給に必要な重大事故等対処設備として，代
替安全冷却水系を設ける設計とする。
　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮
定する機器に内包する溶液が沸騰に至った場合に
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定
する対象機器に内包する溶液の沸騰により気相中
に移行する放射性物質を，これらの機器に接続す
る塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止し，塔槽
類廃ガス処理設備の流路を遮断することで，「冷
却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する
対象機器からの蒸気を凝縮し，排気をセルに導出
するために必要な重大事故等対処設備として代替
安全冷却水系及び代替換気設備のセルへの導出経
路の構築をするために必要な設備(以下「セル導
出設備」という)を設ける設計とする。
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定
する機器に内包する溶液が沸騰に至った場合に
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定
する対象機器からセルに導出された放射性エアロ
ゾルを除去し，主排気筒を介して大気中に管理し
ながら放出するために必要な重大事故等対処設備
として代替換気設備の代替セル排気系による対応
をするために必要な設備を設ける設計とする。
　上記の代替冷却水系及び代替換気設備は，「Ⅲ
－２　放射線分解により発生する水素による爆発
に対処するための設備に関する説明書」に示す状
態と重畳した場合においても必要な機能を発揮す
る設計とする。
　なお，冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生又
は拡大を防止するために使用する代替安全冷却水
系の設計については「2.　代替安全冷却水系の基
本方針」に，代替換気設備の設計については「Ⅵ
－１－６－２　代替換気設備に関する説明書」に
示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

10

第2章　個別項目
5.　放射性廃棄物の廃棄施設
5.1　気体廃棄物の廃棄施設
5.1.6　代替換気設備
　冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素によ
る爆発が発生した場合において，当該重大事故等が発生した機器の気相中
に移行する放射性物質をセルに導出し，大気中へ放出される放射性物質を
低減するために必要なセルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応に使用する重大事故等対処設備として代替換気設備を設ける設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

13

　冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した場合の重大事故等対処設備と
して，代替換気設備の他，計測制御設備の可搬型凝縮器出口排気温度計
等，代替電源設備の可搬型発電機，代替所内電気設備の重大事故対処用母
線分電盤，重大事故対処用母線常設分電盤，可搬型分電盤及び可搬型電源
ケーブル並びに補機駆動用燃料補給設備の第1軽油貯槽，第2軽油貯槽及び
軽油用タンクローリを使用する設計とする。なお，計測制御設備について
は第2章　個別項目の「4.1　計測制御設備」に，代替電源設備については
第2章　個別項目の「7.1.1　電気設備」の「7.1.1.9　代替電源設備」
に，代替所内電源設備については第2章　個別項目の「7.1.1　電気設備」
の「7.1.1.10　代替所内電気設備」に，補機駆動用燃料補給設備について
は第2章　個別項目の「7.1.1　電気設備」の「7.1.1.11　補機駆動用燃料
補給設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-6-2　代替換気設備に関する説明書
3.　代替換気設備及び関連設備の系統設計方針
3.1　セルへの導出経路の構築に使用する設備
3.1.2　計測制御設備
3.2　代替セル排気系による対応に使用する設備
3.2.2　補機駆動用燃料補給設備
3.2.3　代替所内電気設備
3.2.4　代替電源設備
3.2.5　計測制御設備

【3.1.2　計測制御設備，3.2.5　計測制御設備】
蒸発乾固及び水素爆発への対処に使用する計測制
御設備について説明する。
【3.2.3　補機駆動用燃料補給設備】
蒸発乾固及び水素爆発への対処に使用する補機駆
動用燃料補給設備について説明する。
【3.2.3　代替所内電気設備】
蒸発乾固及び水素爆発への対処に使用する代替所
内電気設備について説明する。
【3.2.4　代替電源設備】
蒸発乾固及び水素爆発への対処に使用する代替電
源設備について説明する。

- - - - -

Ⅵ-1-6-2　代替換気設備に関する説明書
2.基本方針

【2.基本方針】
　冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解
により発生する水素による爆発が発生した場合に
おいて，当該重大事故等が発生した機器の気相中
に移行する放射性物質をセルに導出し，大気中へ
放出される放射性物質を低減するために必要なセ
ルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応に使用する重大事故等対処設備として代替換
気設備を設ける設計とする。
　代替換気設備は，セルへの導出経路の構築をす
るために必要な設備(以下「セル導出設備」とい
う)である塔槽類廃ガス処理設備からセルへの導
出で使用する主配管等(以下「塔槽類廃ガス処理
設備からセルに導出するユニット)」という)，セ
ル導出ユニットフィルタ，高レベル廃液ガラス固
化建屋の気液分離器，凝縮器，予備凝縮器，凝縮
液の回収に使用する主配管等，可搬型建屋内ホー
ス，前処理建屋の可搬型ダクト，分離建屋の可搬
型配管及び高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型
配管並びに代替セル排気系による対応をするため
に必要な設備(以下「代替セル排気系」という)で
ある前処理建屋の代替セル排気系による対応で使
用する主配管等(以下「前処理建屋の主排気筒へ
排出するユニット)」という)，可搬型ダクト，可
搬型フィルタ，可搬型排風機及び高レベル廃液ガ
ラス固化建屋の可搬型デミスタで構成する。
また，設計基準対象の施設と兼用するセル導出設
備の主配管等，水封安全器，分離建屋の高レベル
廃液濃縮缶凝縮器及び分離建屋の第1エジェクタ
凝縮器，漏えい液受皿，分離建屋の第1供給槽及
び第2供給槽，代替換気設備の主配管等，主排気
筒並びに「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発
生を仮定する機器及び「放射線分解により発生す
る水素による爆発」の発生を仮定する機器を常設
重大事故等対処設備として位置付け，沸騰又は水
素爆発が発生した設備に接続する換気系統の配管
の流路の遮断及び換気系統の配管内が加圧状態に
なった場合にセル内に設置された配管の外部への
放射性物質の排出並びに沸騰又は水素爆発が発生
した場合において放射性物質の放出による影響を
緩和できる設計とする。

代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

基本方針

代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

基本方針11

　代替換気設備は，セルへの導出経路の構築をするために必要な設備(以
下5.1.6では「セル導出設備」という)である塔槽類廃ガス処理設備からセ
ルへの導出で使用する主配管等(以下5.1.6では「塔槽類廃ガス処理設備か
らセルに導出するユニット)」という)，セル導出ユニットフィルタ，高レ
ベル廃液ガラス固化建屋の気液分離器，凝縮器，予備凝縮器，凝縮液の回
収に使用する主配管等，可搬型建屋内ホース，前処理建屋の可搬型ダク
ト，分離建屋の可搬型配管及び高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管
並びに代替セル排気系による対応をするために必要な設備(以下5.1.6では
「代替セル排気系」という)である前処理建屋の代替セル排気系による対
応で使用する主配管等(以下5.1.6では「前処理建屋の主排気筒へ排出する
ユニット)」という)，可搬型ダクト，可搬型フィルタ，可搬型排風機及び
高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型デミスタで構成する。

機能要求①

12

また，設計基準対象の施設と兼用するセル導出設備の主配管等，水封安全
器，分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器及び分離建屋の第1エジェクタ
凝縮器，漏えい液受皿，分離建屋の第1供給槽及び第2供給槽，代替換気設
備の主配管等，主排気筒並びに「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生
を仮定する機器及び「放射線分解により発生する水素による爆発」の発生
を仮定する機器を常設重大事故等対処設備として位置付け，沸騰又は水素
爆発が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路の遮断及び換気系統
の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部への放
射性物質の排出並びに沸騰又は水素爆発が発生した場合において放射性物
質の放出による影響を緩和できる設計とする。

機能要求①
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

10

第2章　個別項目
5.　放射性廃棄物の廃棄施設
5.1　気体廃棄物の廃棄施設
5.1.6　代替換気設備
　冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素によ
る爆発が発生した場合において，当該重大事故等が発生した機器の気相中
に移行する放射性物質をセルに導出し，大気中へ放出される放射性物質を
低減するために必要なセルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応に使用する重大事故等対処設備として代替換気設備を設ける設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

13

　冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した場合の重大事故等対処設備と
して，代替換気設備の他，計測制御設備の可搬型凝縮器出口排気温度計
等，代替電源設備の可搬型発電機，代替所内電気設備の重大事故対処用母
線分電盤，重大事故対処用母線常設分電盤，可搬型分電盤及び可搬型電源
ケーブル並びに補機駆動用燃料補給設備の第1軽油貯槽，第2軽油貯槽及び
軽油用タンクローリを使用する設計とする。なお，計測制御設備について
は第2章　個別項目の「4.1　計測制御設備」に，代替電源設備については
第2章　個別項目の「7.1.1　電気設備」の「7.1.1.9　代替電源設備」
に，代替所内電源設備については第2章　個別項目の「7.1.1　電気設備」
の「7.1.1.10　代替所内電気設備」に，補機駆動用燃料補給設備について
は第2章　個別項目の「7.1.1　電気設備」の「7.1.1.11　補機駆動用燃料
補給設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

基本方針

代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

基本方針11

　代替換気設備は，セルへの導出経路の構築をするために必要な設備(以
下5.1.6では「セル導出設備」という)である塔槽類廃ガス処理設備からセ
ルへの導出で使用する主配管等(以下5.1.6では「塔槽類廃ガス処理設備か
らセルに導出するユニット)」という)，セル導出ユニットフィルタ，高レ
ベル廃液ガラス固化建屋の気液分離器，凝縮器，予備凝縮器，凝縮液の回
収に使用する主配管等，可搬型建屋内ホース，前処理建屋の可搬型ダク
ト，分離建屋の可搬型配管及び高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管
並びに代替セル排気系による対応をするために必要な設備(以下5.1.6では
「代替セル排気系」という)である前処理建屋の代替セル排気系による対
応で使用する主配管等(以下5.1.6では「前処理建屋の主排気筒へ排出する
ユニット)」という)，可搬型ダクト，可搬型フィルタ，可搬型排風機及び
高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型デミスタで構成する。

機能要求①

12

また，設計基準対象の施設と兼用するセル導出設備の主配管等，水封安全
器，分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器及び分離建屋の第1エジェクタ
凝縮器，漏えい液受皿，分離建屋の第1供給槽及び第2供給槽，代替換気設
備の主配管等，主排気筒並びに「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生
を仮定する機器及び「放射線分解により発生する水素による爆発」の発生
を仮定する機器を常設重大事故等対処設備として位置付け，沸騰又は水素
爆発が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路の遮断及び換気系統
の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部への放
射性物質の排出並びに沸騰又は水素爆発が発生した場合において放射性物
質の放出による影響を緩和できる設計とする。

機能要求①

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ - 基本方針 - - -

○ - 基本方針 - - -

Ⅵ-1-6-2　代替換気設備に関する説明書
3.1　セルへの導出経路の構築に使用する設備
3.1.2　計測制御設備
3.2　代替セル排気系による対応に使用する設備
3.2.2　補機駆動用燃料補給設備
3.2.3　代替所内電気設備
3.2.4　代替電源設備
3.2.5　計測制御設備

【3.1.2　計測制御設備，3.2.5　計測制御設備】
蒸発乾固及び水素爆発への対処に使用する計測制
御設備について説明する。
【3.2.3　補機駆動用燃料補給設備】
蒸発乾固及び水素爆発への対処に使用する補機駆
動用燃料補給設備について説明する。
【3.2.3　代替所内電気設備】
蒸発乾固及び水素爆発への対処に使用する代替所
内電気設備について説明する。
【3.2.4　代替電源設備】
蒸発乾固及び水素爆発への対処に使用する代替電
源設備について説明する。

Ⅵ-1-6-2　代替換気設備に関する説明書
2.基本方針

【2.基本方針】
　冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解
により発生する水素による爆発が発生した場合に
おいて，当該重大事故等が発生した機器の気相中
に移行する放射性物質をセルに導出し，大気中へ
放出される放射性物質を低減するために必要なセ
ルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応に使用する重大事故等対処設備として代替換
気設備を設ける設計とする。
　代替換気設備は，セルへの導出経路の構築をす
るために必要な設備(以下「セル導出設備」とい
う)である塔槽類廃ガス処理設備からセルへの導
出で使用する主配管等(以下「塔槽類廃ガス処理
設備からセルに導出するユニット)」という)，セ
ル導出ユニットフィルタ，高レベル廃液ガラス固
化建屋の気液分離器，凝縮器，予備凝縮器，凝縮
液の回収に使用する主配管等，可搬型建屋内ホー
ス，前処理建屋の可搬型ダクト，分離建屋の可搬
型配管及び高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型
配管並びに代替セル排気系による対応をするため
に必要な設備(以下「代替セル排気系」という)で
ある前処理建屋の代替セル排気系による対応で使
用する主配管等(以下「前処理建屋の主排気筒へ
排出するユニット)」という)，可搬型ダクト，可
搬型フィルタ，可搬型排風機及び高レベル廃液ガ
ラス固化建屋の可搬型デミスタで構成する。
また，設計基準対象の施設と兼用するセル導出設
備の主配管等，水封安全器，分離建屋の高レベル
廃液濃縮缶凝縮器及び分離建屋の第1エジェクタ
凝縮器，漏えい液受皿，分離建屋の第1供給槽及
び第2供給槽，代替換気設備の主配管等，主排気
筒並びに「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発
生を仮定する機器及び「放射線分解により発生す
る水素による爆発」の発生を仮定する機器を常設
重大事故等対処設備として位置付け，沸騰又は水
素爆発が発生した設備に接続する換気系統の配管
の流路の遮断及び換気系統の配管内が加圧状態に
なった場合にセル内に設置された配管の外部への
放射性物質の排出並びに沸騰又は水素爆発が発生
した場合において放射性物質の放出による影響を
緩和できる設計とする。

- - -

○ - 代替換気設備 - - -

○ - 代替換気設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

- - -

14

　セル導出設備は，溶液の沸騰により「冷却機能の喪失による蒸発乾固」
の発生を仮定する機器の気相中に移行する放射性物質，水素掃気空気に同
伴する放射性物質及び水素爆発により「放射線分解により発生する水素に
よる爆発」の発生を仮定する機器の気相中に移行する放射性物質を，これ
らの機器に接続する塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止し，塔槽類廃ガ
ス処理設備の流路を遮断することで，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」
の発生を仮定する機器及び「放射線分解により発生する水素による爆発」
の発生を仮定する機器の排気をセルに導出できる設計とする。

15

　前処理建屋，分離建屋，精製建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の代
替換気設備のセル導出設備は，水素爆発により「放射線分解により発生す
る水素による爆発」の発生を仮定する機器の気相中に移行する放射性物質
が，セル導出設備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットを
経由して導出先セルに導出されない場合，水封安全器を経由して，気相中
に移行した放射性物質を水封安全器を設置するセルに導出できる設計とす
る。

機能要求②
設置要求

○水封安全器
○代替換気設備の主配管等
○代替換気設備の主配管等（設計基準対象の施設
と兼用）
○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器
○分離建屋の第１エジェクタ凝縮器
○貯槽（項目番号４に示したものと同様）
○前処理建屋
○分離建屋
○精製建屋
○ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
○高レベル廃液ガラス固化建屋

設計方針

機能要求②

○代替換気設備の主配管等
○代替換気設備の主配管等（設計基準対象の施設
と兼用）
○水封安全器
○セル導出ユニットフィルタ
○凝縮器
○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器
○分離建屋の第１エジェクタ凝縮器
○予備凝縮器
○気液分離器
○可搬型建屋内ホース
○可搬型ダクト
○可搬型配管
○貯槽
・中継槽
・リサイクル槽
・中間ポット
・計量前中間貯槽
・計量後中間貯槽
・計量・調整槽
・計量補助槽
・高レベル廃液濃縮缶
・高レベル廃液供給槽
・第６一時貯留処理槽
・溶解液中間貯槽
・溶解液供給槽
・抽出廃液受槽
・抽出廃液中間貯槽
・抽出廃液供給槽
・第１一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設
備）
・第７一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設
備）
・第８一時貯留処理槽
・第３一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設
備）
・第４一時貯留処理槽
・プルトニウム溶液受槽（分配設備）
・プルトニウム溶液中間貯槽
・第２一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設
備）
・プルトニウム溶液供給槽
・プルトニウム濃縮液受槽
・リサイクル槽
・希釈槽
・プルトニウム濃縮液一時貯槽
・プルトニウム濃縮液計量槽
・プルトニウム濃縮液中間貯槽
・プルトニウム溶液受槽（プルトニウム精製設
備）
・油水分離槽
・プルトニウム濃縮缶供給槽
・プルトニウム濃縮缶
・プルトニウム溶液一時貯槽
・第１一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設
備）
・第２一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設
備）
・第３一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設
備）
・第７一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設
備）
・硝酸プルトニウム貯槽
・混合槽
・一時貯槽
・第１高レベル濃縮廃液一時貯槽
・第２高レベル濃縮廃液一時貯槽
・第１高レベル濃縮廃液貯槽
・第２高レベル濃縮廃液貯槽
・高レベル廃液共用貯槽
・高レベル廃液混合槽
・供給液槽
・供給槽

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-2　代替換気設備に関する説明書
3.　代替換気設備及び関連設備の系統設計方針
3.1　セルへの導出経路の構築に使用する設備
3.1.1　代替換気設備(セル導出設備)

Ⅵ-2-3　系統図
・代替換気設備

Ⅵ-2-4　配置図
・代替換気設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替換気設備の系統構成や設備仕様を説明する。

【3.1.1　代替換気設備(セル導出設備)】
セル導出設備は，溶液の沸騰により「冷却機能の
喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器の気
相中に移行する放射性物質，水素掃気空気に同伴
する放射性物質及び水素爆発により「放射線分解
により発生する水素による爆発」の発生を仮定す
る機器の気相中に移行する放射性物質を，これら
の機器に接続する塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁
を閉止し，塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮断す
ることで，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の
発生を仮定する機器及び「放射線分解により発生
する水素による爆発」の発生を仮定する機器の排
気をセルに導出できる設計とする。

- - - - -

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-2　代替換気設備に関する説明書
3.　代替換気設備及び関連設備の系統設計方針
3.1　セルへの導出経路の構築に使用する設備
3.1.1　代替換気設備(セル導出設備)
Ⅵ-2-3　系統図
・代替換気設備

Ⅵ-2-4　配置図
・代替換気設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替換気設備の系統構成や設備仕様を説明する。

【3.1.1　代替換気設備(セル導出設備)】
前処理建屋，分離建屋，精製建屋及び高レベル廃
液ガラス固化建屋の代替換気設備のセル導出設備
は，水素爆発により「放射線分解により発生する
水素による爆発」の発生を仮定する機器の気相中
に移行する放射性物質が，セル導出設備の塔槽類
廃ガス処理設備からセルに導出するユニットを経
由して導出先セルに導出されない場合，水封安全
器を経由して，気相中に移行した放射性物質を水
封安全器を設置するセルに導出できる設計とす
る。

- -
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

14

　セル導出設備は，溶液の沸騰により「冷却機能の喪失による蒸発乾固」
の発生を仮定する機器の気相中に移行する放射性物質，水素掃気空気に同
伴する放射性物質及び水素爆発により「放射線分解により発生する水素に
よる爆発」の発生を仮定する機器の気相中に移行する放射性物質を，これ
らの機器に接続する塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止し，塔槽類廃ガ
ス処理設備の流路を遮断することで，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」
の発生を仮定する機器及び「放射線分解により発生する水素による爆発」
の発生を仮定する機器の排気をセルに導出できる設計とする。

15

　前処理建屋，分離建屋，精製建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の代
替換気設備のセル導出設備は，水素爆発により「放射線分解により発生す
る水素による爆発」の発生を仮定する機器の気相中に移行する放射性物質
が，セル導出設備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットを
経由して導出先セルに導出されない場合，水封安全器を経由して，気相中
に移行した放射性物質を水封安全器を設置するセルに導出できる設計とす
る。

機能要求②
設置要求

○水封安全器
○代替換気設備の主配管等
○代替換気設備の主配管等（設計基準対象の施設
と兼用）
○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器
○分離建屋の第１エジェクタ凝縮器
○貯槽（項目番号４に示したものと同様）
○前処理建屋
○分離建屋
○精製建屋
○ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
○高レベル廃液ガラス固化建屋

設計方針

機能要求②

○代替換気設備の主配管等
○代替換気設備の主配管等（設計基準対象の施設
と兼用）
○水封安全器
○セル導出ユニットフィルタ
○凝縮器
○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器
○分離建屋の第１エジェクタ凝縮器
○予備凝縮器
○気液分離器
○可搬型建屋内ホース
○可搬型ダクト
○可搬型配管
○貯槽
・中継槽
・リサイクル槽
・中間ポット
・計量前中間貯槽
・計量後中間貯槽
・計量・調整槽
・計量補助槽
・高レベル廃液濃縮缶
・高レベル廃液供給槽
・第６一時貯留処理槽
・溶解液中間貯槽
・溶解液供給槽
・抽出廃液受槽
・抽出廃液中間貯槽
・抽出廃液供給槽
・第１一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設
備）
・第７一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設
備）
・第８一時貯留処理槽
・第３一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設
備）
・第４一時貯留処理槽
・プルトニウム溶液受槽（分配設備）
・プルトニウム溶液中間貯槽
・第２一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設
備）
・プルトニウム溶液供給槽
・プルトニウム濃縮液受槽
・リサイクル槽
・希釈槽
・プルトニウム濃縮液一時貯槽
・プルトニウム濃縮液計量槽
・プルトニウム濃縮液中間貯槽
・プルトニウム溶液受槽（プルトニウム精製設
備）
・油水分離槽
・プルトニウム濃縮缶供給槽
・プルトニウム濃縮缶
・プルトニウム溶液一時貯槽
・第１一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設
備）
・第２一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設
備）
・第３一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設
備）
・第７一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設
備）
・硝酸プルトニウム貯槽
・混合槽
・一時貯槽
・第１高レベル濃縮廃液一時貯槽
・第２高レベル濃縮廃液一時貯槽
・第１高レベル濃縮廃液貯槽
・第２高レベル濃縮廃液貯槽
・高レベル廃液共用貯槽
・高レベル廃液混合槽
・供給液槽
・供給槽

設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

-

<主配管>
・個数
・取付箇所
・最高使用圧力
・最高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
<容器>
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料
<熱交換器>
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法
・主要材料

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-2　代替換気設備に関する説明書
3.　代替換気設備及び関連設備の系統設計方針
3.1　セルへの導出経路の構築に使用する設備
3.1.1　代替換気設備(セル導出設備)
Ⅵ-2-3　系統図
・代替換気設備

Ⅵ-2-4　配置図
・代替換気設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替換気設備の系統構成や設備仕様を説明する。

【3.1.1　代替換気設備(セル導出設備)】
前処理建屋，分離建屋，精製建屋及び高レベル廃
液ガラス固化建屋の代替換気設備のセル導出設備
は，水素爆発により「放射線分解により発生する
水素による爆発」の発生を仮定する機器の気相中
に移行する放射性物質が，セル導出設備の塔槽類
廃ガス処理設備からセルに導出するユニットを経
由して導出先セルに導出されない場合，水封安全
器を経由して，気相中に移行した放射性物質を水
封安全器を設置するセルに導出できる設計とす
る。

○ -

○前処理建屋
○分離建屋
○精製建屋
○ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
○高レベル廃液ガラス固化建屋

【機能要求②】
○水封安全器
○代替換気設備の主配管等
○代替換気設備の主配管等（設計基準対象の施設
と兼用）
○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器
○分離建屋の第１エジェクタ凝縮器
○貯槽（項目番号４に示したものと同様）

-

○

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替換気設備の系統構成や設備仕様を説明する。

【3.1.1　代替換気設備(セル導出設備)】
セル導出設備は，溶液の沸騰により「冷却機能の
喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器の気
相中に移行する放射性物質，水素掃気空気に同伴
する放射性物質及び水素爆発により「放射線分解
により発生する水素による爆発」の発生を仮定す
る機器の気相中に移行する放射性物質を，これら
の機器に接続する塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁
を閉止し，塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮断す
ることで，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の
発生を仮定する機器及び「放射線分解により発生
する水素による爆発」の発生を仮定する機器の排
気をセルに導出できる設計とする。

-

○代替換気設備の主配管等
○代替換気設備の主配管等（設計基準対象の施設
と兼用）
○水封安全器
○セル導出ユニットフィルタ
○凝縮器
○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器
○分離建屋の第１エジェクタ凝縮器
○予備凝縮器
○気液分離器
○可搬型建屋内ホース
○可搬型ダクト
○可搬型配管
○貯槽
・中継槽
・リサイクル槽
・中間ポット
・計量前中間貯槽
・計量後中間貯槽
・計量・調整槽
・計量補助槽
・高レベル廃液濃縮缶
・高レベル廃液供給槽
・第６一時貯留処理槽
・溶解液中間貯槽
・溶解液供給槽
・抽出廃液受槽
・抽出廃液中間貯槽
・抽出廃液供給槽
・第１一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設
備）
・第７一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設
備）
・第８一時貯留処理槽
・第３一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設
備）
・第４一時貯留処理槽
・プルトニウム溶液受槽（分配設備）
・プルトニウム溶液中間貯槽
・第２一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設
備）
・プルトニウム溶液供給槽
・プルトニウム濃縮液受槽
・リサイクル槽
・希釈槽
・プルトニウム濃縮液一時貯槽
・プルトニウム濃縮液計量槽
・プルトニウム濃縮液中間貯槽
・プルトニウム溶液受槽（プルトニウム精製設
備）
・油水分離槽
・プルトニウム濃縮缶供給槽
・プルトニウム濃縮缶
・プルトニウム溶液一時貯槽
・第１一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設
備）
・第２一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設
備）
・第３一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設
備）
・第７一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設
備）
・硝酸プルトニウム貯槽
・混合槽
・一時貯槽
・第１高レベル濃縮廃液一時貯槽
・第２高レベル濃縮廃液一時貯槽
・第１高レベル濃縮廃液貯槽
・第２高レベル濃縮廃液貯槽
・高レベル廃液共用貯槽
・高レベル廃液混合槽
・供給液槽
・供給槽

- -

<主配管>
・個数
・取付箇所
・最高使用圧力
・最高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
<フィルタ>
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料
・効率
<熱交換器>
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・最高使用温度
・最高使用圧力
・伝熱面積
・主要寸法
・主要材料
<容器>
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-2　代替換気設備に関する説明書
3.　代替換気設備及び関連設備の系統設計方針
3.1　セルへの導出経路の構築に使用する設備
3.1.1　代替換気設備(セル導出設備)

Ⅵ-2-3　系統図
・代替換気設備

Ⅵ-2-4　配置図
・代替換気設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

17

　セル導出設備は，溶液の沸騰により「冷却機能の喪失による蒸発乾固」
の発生を仮定する機器の気相中に移行する放射性物質，水素掃気空気に同
伴する放射性物質及び水素爆発により「放射線分解により発生する水素に
よる爆発」の発生を仮定する機器の気相中に移行する放射性物質を，凝縮
器下流側に設置したセル導出ユニットフィルタにより除去できる設計とす
る。

機能要求② ○セル導出ユニットフィルタ 設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-2　代替換気設備に関する説明書
3.　代替換気設備及び関連設備の系統設計方針
3.1　セルへの導出経路の構築に使用する設備
3.1.1　代替換気設備(セル導出設備)

Ⅵ-2-3　系統図
・代替換気設備

Ⅵ-2-4　配置図
・代替換気設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替換気設備の系統構成や設備仕様を説明する。

【3.1.1　代替換気設備(セル導出設備)】
セル導出設備は，溶液の沸騰により「冷却機能の
喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器の気
相中に移行する放射性物質，水素掃気空気に同伴
する放射性物質及び水素爆発により「放射線分解
により発生する水素による爆発」の発生を仮定す
る機器の気相中に移行する放射性物質を，凝縮器
下流側に設置したセル導出ユニットフィルタによ
り除去できる設計とする。

- - - - -

18

　セル導出設備の凝縮器は，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮するた
め，代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプによる通水によって，溶液
の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮させるのに必要な伝熱面積を有する設計
とする。

機能要求②

○凝縮器
○予備凝縮器
○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器
○分離建屋の第１エジェクタ凝縮器

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-2　代替換気設備に関する説明書
3.　代替換気設備及び関連設備の系統設計方針
3.1　セルへの導出経路の構築に使用する設備
3.1.1　代替換気設備(セル導出設備)

Ⅵ-2-3　系統図
・代替換気設備

Ⅵ-2-4　配置図
・代替換気設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替換気設備の系統構成や設備仕様を説明する。

【3.1.1　代替換気設備(セル導出設備)】
セル導出設備の凝縮器は，溶液の沸騰に伴い発生
する蒸気を凝縮するため，代替安全冷却水系の可
搬型中型移送ポンプによる通水によって，溶液の
沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮させるのに必要な
伝熱面積を有する設計とする。

- - - - -

- - -19

　代替セル排気系は，可搬型排風機，可搬型ダクト及び可搬型フィルタを
敷設し，主排気筒へつながるよう，可搬型排風機，可搬型ダクト及び可搬
型フィルタを接続し，可搬型ダクト及び建屋換気設備を接続した後，可搬
型排風機を運転することで，セルに導出された放射性エアロゾルを除去
し，主排気筒を介して大気中に管理しながら放出できる設計とする。

機能要求②

- - -

○凝縮器
○予備凝縮器
○気液分離器
○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器
○分離建屋の第１エジェクタ凝縮器
○漏えい液受皿
○第１供給槽
○第２供給槽
○代替換気設備の主配管等
○代替換気設備の主配管等（設計基準対象の施設
と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○可搬型配管
○前処理建屋
○分離建屋
○精製建屋
○ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
○高レベル廃液ガラス固化建屋

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-2　代替換気設備に関する説明書
3.　代替換気設備及び関連設備の系統設計方針
3.1　セルへの導出経路の構築に使用する設備
3.1.1　代替換気設備(セル導出設備)

Ⅵ-2-3　系統図
・代替換気設備

Ⅵ-2-4　配置図
・代替換気設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替換気設備の系統構成や設備仕様を説明する。

【3.1.1　代替換気設備(セル導出設備)】
セル導出設備は，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気
をセルに導出する前に排気経路上の凝縮器により
凝縮し，発生する凝縮水は，回収先の漏えい液受
皿又は分離建屋の第1供給槽及び第2供給槽に貯留
できる設計とする。

- -

○代替換気設備の主配管等
○代替換気設備の主配管等（設計基準対象の施設
と兼用）
○可搬型ダクト
○可搬型フィルタ
○可搬型排風機
○可搬型デミスタ
○貯槽（項目番号４に示したものと同様）
○主排気筒

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-2　代替換気設備に関する説明書
3.　代替換気設備及び関連設備の系統設計方針
3.2　代替セル排気系による対応に使用する設備
3.2.1　代替換気設備(代替セル排気系)

Ⅵ-2-3　系統図
・代替換気設備

Ⅵ-2-4　配置図
・代替換気設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替換気設備の系統構成や設備仕様を説明する。

【3.2.1　代替換気設備(代替セル排気系)】
代替セル排気系は，可搬型排風機，可搬型ダクト
及び可搬型フィルタを敷設し，主排気筒へつなが
るよう，可搬型排風機，可搬型ダクト及び可搬型
フィルタを接続し，可搬型ダクト及び建屋換気設
備を接続した後，可搬型排風機を運転すること
で，セルに導出された放射性エアロゾルを除去
し，主排気筒を介して大気中に管理しながら放出
できる設計とする。

16
　セル導出設備は，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気をセルに導出する前に
排気経路上の凝縮器により凝縮し，発生する凝縮水は，回収先の漏えい液
受皿等に貯留できる設計とする。

機能要求②
設置要求

- -
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

17

　セル導出設備は，溶液の沸騰により「冷却機能の喪失による蒸発乾固」
の発生を仮定する機器の気相中に移行する放射性物質，水素掃気空気に同
伴する放射性物質及び水素爆発により「放射線分解により発生する水素に
よる爆発」の発生を仮定する機器の気相中に移行する放射性物質を，凝縮
器下流側に設置したセル導出ユニットフィルタにより除去できる設計とす
る。

機能要求② ○セル導出ユニットフィルタ 設計方針

18

　セル導出設備の凝縮器は，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮するた
め，代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプによる通水によって，溶液
の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮させるのに必要な伝熱面積を有する設計
とする。

機能要求②

○凝縮器
○予備凝縮器
○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器
○分離建屋の第１エジェクタ凝縮器

設計方針

19

　代替セル排気系は，可搬型排風機，可搬型ダクト及び可搬型フィルタを
敷設し，主排気筒へつながるよう，可搬型排風機，可搬型ダクト及び可搬
型フィルタを接続し，可搬型ダクト及び建屋換気設備を接続した後，可搬
型排風機を運転することで，セルに導出された放射性エアロゾルを除去
し，主排気筒を介して大気中に管理しながら放出できる設計とする。

機能要求②

○凝縮器
○予備凝縮器
○気液分離器
○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器
○分離建屋の第１エジェクタ凝縮器
○漏えい液受皿
○第１供給槽
○第２供給槽
○代替換気設備の主配管等
○代替換気設備の主配管等（設計基準対象の施設
と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○可搬型配管
○前処理建屋
○分離建屋
○精製建屋
○ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
○高レベル廃液ガラス固化建屋

設計方針

○代替換気設備の主配管等
○代替換気設備の主配管等（設計基準対象の施設
と兼用）
○可搬型ダクト
○可搬型フィルタ
○可搬型排風機
○可搬型デミスタ
○貯槽（項目番号４に示したものと同様）
○主排気筒

設計方針

16
　セル導出設備は，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気をセルに導出する前に
排気経路上の凝縮器により凝縮し，発生する凝縮水は，回収先の漏えい液
受皿等に貯留できる設計とする。

機能要求②
設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ - ○セル導出ユニットフィルタ - -

<フィルタ>
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料
・効率

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-2　代替換気設備に関する説明書
3.　代替換気設備及び関連設備の系統設計方針
3.1　セルへの導出経路の構築に使用する設備
3.1.1　代替換気設備(セル導出設備)

Ⅵ-2-3　系統図
・代替換気設備

Ⅵ-2-4　配置図
・代替換気設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替換気設備の系統構成や設備仕様を説明する。

【3.1.1　代替換気設備(セル導出設備)】
セル導出設備は，溶液の沸騰により「冷却機能の
喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器の気
相中に移行する放射性物質，水素掃気空気に同伴
する放射性物質及び水素爆発により「放射線分解
により発生する水素による爆発」の発生を仮定す
る機器の気相中に移行する放射性物質を，凝縮器
下流側に設置したセル導出ユニットフィルタによ
り除去できる設計とする。

○ -

○凝縮器
○予備凝縮器
○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器
○分離建屋の第１エジェクタ凝縮器

- -

<熱交換器>
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・最高使用温度
・最高使用圧力
・伝熱面積
・主要寸法
・主要材料

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-2　代替換気設備に関する説明書
3.　代替換気設備及び関連設備の系統設計方針
3.1　セルへの導出経路の構築に使用する設備
3.1.1　代替換気設備(セル導出設備)

Ⅵ-2-3　系統図
・代替換気設備

Ⅵ-2-4　配置図
・代替換気設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替換気設備の系統構成や設備仕様を説明する。

【3.1.1　代替換気設備(セル導出設備)】
セル導出設備の凝縮器は，溶液の沸騰に伴い発生
する蒸気を凝縮するため，代替安全冷却水系の可
搬型中型移送ポンプによる通水によって，溶液の
沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮させるのに必要な
伝熱面積を有する設計とする。

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替換気設備の系統構成や設備仕様を説明する。

【3.2.1　代替換気設備(代替セル排気系)】
代替セル排気系は，可搬型排風機，可搬型ダクト
及び可搬型フィルタを敷設し，主排気筒へつなが
るよう，可搬型排風機，可搬型ダクト及び可搬型
フィルタを接続し，可搬型ダクト及び建屋換気設
備を接続した後，可搬型排風機を運転すること
で，セルに導出された放射性エアロゾルを除去
し，主排気筒を介して大気中に管理しながら放出
できる設計とする。

-

○代替換気設備の主配管等
○代替換気設備の主配管等（設計基準対象の施設
と兼用）
○可搬型ダクト
○可搬型フィルタ
○可搬型排風機
○可搬型デミスタ
○貯槽（項目番号４に示したものと同様）
○主排気筒

- -

<主配管>
・個数
・取付箇所
・最高使用圧力
・最高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
<フィルタ>
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料
・効率
<ファン>
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・主要寸法
・主要材料
・原動機
<容器>
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料
<主排気筒>
・種類
・個数
・主要寸法
・主要材料

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-2　代替換気設備に関する説明書
3.　代替換気設備及び関連設備の系統設計方針
3.2　代替セル排気系による対応に使用する設備
3.2.1　代替換気設備(代替セル排気系)

Ⅵ-2-3　系統図
・代替換気設備

Ⅵ-2-4　配置図
・代替換気設備

○

○

- -

<熱交換器>
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・最高使用温度
・最高使用圧力
・伝熱面積
・主要寸法
・主要材料
<主配管>
・個数
・取付箇所
・最高使用圧力
・最高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
<容器>
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-6-2　代替換気設備に関する説明書
3.　代替換気設備及び関連設備の系統設計方針
3.1　セルへの導出経路の構築に使用する設備
3.1.1　代替換気設備(セル導出設備)

Ⅵ-2-3　系統図
・代替換気設備

Ⅵ-2-4　配置図
・代替換気設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替換気設備の系統構成や設備仕様を説明する。

【3.1.1　代替換気設備(セル導出設備)】
セル導出設備は，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気
をセルに導出する前に排気経路上の凝縮器により
凝縮し，発生する凝縮水は，回収先の漏えい液受
皿又は分離建屋の第1供給槽及び第2供給槽に貯留
できる設計とする。

-

○前処理建屋
○分離建屋
○精製建屋
○ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
○高レベル廃液ガラス固化建屋

【機能要求②】
○凝縮器
○予備凝縮器
○気液分離器
○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器
○分離建屋の第１エジェクタ凝縮器
○漏えい液受皿
○第１供給槽
○第２供給槽
○代替換気設備の主配管等
○代替換気設備の主配管等（設計基準対象の施設
と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○可搬型配管

812



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

20
　代替安全冷却水系の詳細については，第2章個別項目の「7.2.2　冷却水
設備」の「7.2.2.3　代替安全冷却水系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-6-2　代替換気設備に関する説明書
3.　代替換気設備及び関連設備の系統設計方針
3.1　セルへの導出経路の構築に使用する設備
3.1.1　代替換気設備(セル導出設備)

【3.1.1　代替換気設備(セル導出設備)】
なお，代替安全冷却水系の詳細については，「Ⅵ
－１－１－２－２　冷却機能の喪失による蒸発乾
固に対処するための設備に関する説明書」に示
す。

21
　セル導出設備の凝縮器及び予備凝縮器は，設置方向を互いに異なる方向
とする設計とすることで，地震に対して同時にその機能が損なわれるおそ
れがない設計とする。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37図）

設計方針(多様性，位置
的分散)

- - - - -

22

　代替換気設備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット，セ
ル導出ユニットフィルタ，凝縮器等は，共通要因によって塔槽類廃ガス処
理設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，弁等により隔離
することで，塔槽類廃ガス処理設備に対して独立性を有する設計とする。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

設計方針(多様性，位置
的分散)

- - - - -

23

　上記以外の代替換気設備の常設重大事故等対処設備の主配管及び経路を
構成する機器等は，可能な限り独立性又は位置的分散を図った上で，想定
される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重及びその他
の使用条件において，その機能を確実に発揮できる設計とする。

機能要求①
設置要求

代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

設計方針(多様性，位置
的分散)

- - - - -

24

　代替セル排気系の可搬型排風機は，共通要因によって建屋換気設備の排
風機と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可搬型排風機を代
替電源設備の可搬型発電機の給電により駆動し，代替電源設備の可搬型発
電機の運転に必要な燃料は，補機駆動用燃料補給設備から補給が可能な設
計とすることで，多様性を有する設計とする。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-38図）

設計方針(多様性，位置
的分散)

- - - - -

25

　代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィルタ等は，共通要因によって
建屋換気設備又は代替換気設備の常設重大事故等対処設備と同時にその機
能が損なわれるおそれがないように，故障時バックアップも含めて必要な
数量を建屋換気設備又は代替換気設備の常設重大事故等対処設備が設置さ
れる建屋から100m以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管すると
ともに，対処を行う建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とす
る。また，屋外に設置する主排気筒からも100m以上の離隔距離を確保する
設計とする。対処を行う建屋内に保管する場合は建屋換気設備又は代替換
気設備の常設重大事故等対処設備が設置される場所と異なる場所に保管す
ることで位置的分散を図る設計とする。

設置要求
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

設計方針(多様性，位置
的分散)

- - - - -

26
　代替換気設備の主配管等は，弁等の操作によって安全機能を有する施設
として使用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とする
ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

設計方針(悪影響防止) - - - - -

27

　代替換気設備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット，セ
ル導出ユニットフィルタ，凝縮器等は，重大事故等発生前(通常時)の離隔
若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事故等対処設備
としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
とする。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

設計方針(悪影響防止) - - - - -

28
　代替セル排気系の可搬型排風機は，回転体が飛散することを防ぐことで
他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-38図）

設計方針(悪影響防止) - - - - -

29
　屋外に保管する代替換気設備の可搬型フィルタ等は，竜巻により飛来物
とならないよう必要に応じて固縛等の措置をとることで他の設備に悪影響
を及ぼさない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置） 基本方針(悪影響防止) - - - - -

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.1　代替換気設備
(2)　多様性，位置的分散等

【8.4.1　代替換気設備　(2)　多様性，位置的分
散等】
　セルへの導出経路の構築をするために必要な設
備(以下8.4.1では「セル導出設備」という)の凝
縮器及び予備凝縮器は，設置方向を互いに異なる
方向とする設計とすることで，地震に対して同時
にその機能が損なわれるおそれがない設計とす
る。
　代替換気設備の塔槽類廃ガス処理設備からセル
への導出で使用する主配管等(以下8.4.1では「塔
槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニッ
ト)」という)，セル導出ユニットフィルタ，凝縮
器，予備凝縮器，高レベル廃液ガラス固化建屋の
気液分離器及び前処理建屋の代替セル排気系によ
る対応で使用する主配管等(以下8.4.1では「前処
理建屋の主排気筒へ排出するユニット)」という)
は，共通要因によって塔槽類廃ガス処理設備と同
時にその機能が損なわれるおそれがないよう，弁
等により隔離することで，塔槽類廃ガス処理設備
に対して独立性を有する設計とする。
　上記以外の代替換気設備の常設重大事故等対処
設備の主配管及び経路を構成する機器，水封安全
器，分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器及び分
離建屋の第1エジェクタ凝縮器，漏えい液受皿，
分離建屋の第1供給槽及び第2供給槽は，可能な限
り独立性又は位置的分散を図った上で，想定され
る重大事故等が発生した場合における温度，放射
線，荷重及びその他の使用条件において，その機
能を確実に発揮できる設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.1　代替換気設備
(4)　悪影響防止

【8.4.1　代替換気設備　(4)　悪影響防止】
　代替換気設備の主配管等は，弁等の操作によっ
て安全機能を有する施設として使用する系統構成
から重大事故等対処設備としての系統構成とする
ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
とする。
　代替換気設備の塔槽類廃ガス処理設備からセル
に導出するユニット，セル導出ユニットフィル
タ，凝縮器，予備凝縮器，高レベル廃液ガラス固
化建屋の気液分離器，凝縮液の回収に使用する主
配管等及び前処理建屋の主排気筒へ排出するユ
ニットは，重大事故等発生前(通常時)の離隔若し
くは分離された状態から弁等の操作や接続により
重大事故等対処設備としての系統構成とすること
により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。
　代替セル排気系の可搬型排風機は，回転体が飛
散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼ
さない設計とする。
　屋外に保管する代替換気設備の可搬型フィル
タ，可搬型ダクト，可搬型建屋内ホース，分離建
屋の可搬型配管，高レベル廃液ガラス固化建屋の
可搬型配管，可搬型排風機及び高レベル廃液ガラ
ス固化建屋の可搬型デミスタは，竜巻により飛来
物とならないよう必要に応じて固縛等の措置をと
ることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.1　代替換気設備
(2)　多様性，位置的分散等

【8.4.1　代替換気設備　(2)　多様性，位置的分
散等】
　代替セル排気系による対応をするために必要な
設備(以下8.4.1では「代替セル排気系」という)
の可搬型排風機は，共通要因によって建屋換気設
備の排風機と同時にその機能が損なわれるおそれ
がないよう，可搬型排風機を代替電源設備の可搬
型発電機の給電により駆動し，代替電源設備の可
搬型発電機の運転に必要な燃料は，補機駆動用燃
料補給設備から補給が可能な設計とすることで，
多様性を有する設計とする。
　代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィル
タ，可搬型ダクト，可搬型建屋内ホース，分離建
屋の可搬型配管，高レベル廃液ガラス固化建屋の
可搬型配管，可搬型フィルタ，可搬型排風機及び
高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型デミスタ
は，共通要因によって建屋換気設備又は代替換気
設備の常設重大事故等対処設備と同時にその機能
が損なわれるおそれがないように，故障時バック
アップも含めて必要な数量を建屋換気設備又は代
替換気設備の常設重大事故等対処設備が設置され
る建屋から100m以上の離隔距離を確保した外部保
管エリアに保管するとともに，対処を行う建屋に
も保管することで位置的分散を図る設計とする。
また，屋外に設置する主排気筒からも100m以上の
離隔距離を確保する設計とする。対処を行う建屋
内に保管する場合は建屋換気設備又は代替換気設
備の常設重大事故等対処設備が設置される場所と
異なる場所に保管することで位置的分散を図る設
計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

20
　代替安全冷却水系の詳細については，第2章個別項目の「7.2.2　冷却水
設備」の「7.2.2.3　代替安全冷却水系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

21
　セル導出設備の凝縮器及び予備凝縮器は，設置方向を互いに異なる方向
とする設計とすることで，地震に対して同時にその機能が損なわれるおそ
れがない設計とする。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37図）

設計方針(多様性，位置
的分散)

22

　代替換気設備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット，セ
ル導出ユニットフィルタ，凝縮器等は，共通要因によって塔槽類廃ガス処
理設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，弁等により隔離
することで，塔槽類廃ガス処理設備に対して独立性を有する設計とする。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

設計方針(多様性，位置
的分散)

23

　上記以外の代替換気設備の常設重大事故等対処設備の主配管及び経路を
構成する機器等は，可能な限り独立性又は位置的分散を図った上で，想定
される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重及びその他
の使用条件において，その機能を確実に発揮できる設計とする。

機能要求①
設置要求

代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

設計方針(多様性，位置
的分散)

24

　代替セル排気系の可搬型排風機は，共通要因によって建屋換気設備の排
風機と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可搬型排風機を代
替電源設備の可搬型発電機の給電により駆動し，代替電源設備の可搬型発
電機の運転に必要な燃料は，補機駆動用燃料補給設備から補給が可能な設
計とすることで，多様性を有する設計とする。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-38図）

設計方針(多様性，位置
的分散)

25

　代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィルタ等は，共通要因によって
建屋換気設備又は代替換気設備の常設重大事故等対処設備と同時にその機
能が損なわれるおそれがないように，故障時バックアップも含めて必要な
数量を建屋換気設備又は代替換気設備の常設重大事故等対処設備が設置さ
れる建屋から100m以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管すると
ともに，対処を行う建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とす
る。また，屋外に設置する主排気筒からも100m以上の離隔距離を確保する
設計とする。対処を行う建屋内に保管する場合は建屋換気設備又は代替換
気設備の常設重大事故等対処設備が設置される場所と異なる場所に保管す
ることで位置的分散を図る設計とする。

設置要求
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

設計方針(多様性，位置
的分散)

26
　代替換気設備の主配管等は，弁等の操作によって安全機能を有する施設
として使用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とする
ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

設計方針(悪影響防止)

27

　代替換気設備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット，セ
ル導出ユニットフィルタ，凝縮器等は，重大事故等発生前(通常時)の離隔
若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事故等対処設備
としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
とする。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

設計方針(悪影響防止)

28
　代替セル排気系の可搬型排風機は，回転体が飛散することを防ぐことで
他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-38図）

設計方針(悪影響防止)

29
　屋外に保管する代替換気設備の可搬型フィルタ等は，竜巻により飛来物
とならないよう必要に応じて固縛等の措置をとることで他の設備に悪影響
を及ぼさない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置） 基本方針(悪影響防止)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ - - - - -

Ⅵ-1-6-2　代替換気設備に関する説明書
3.　代替換気設備及び関連設備の系統設計方針
3.1　セルへの導出経路の構築に使用する設備
3.1.1　代替換気設備(セル導出設備)

【3.1.1　代替換気設備(セル導出設備)】
なお，代替安全冷却水系の詳細については，「Ⅵ
－１－１－２－２　冷却機能の喪失による蒸発乾
固に対処するための設備に関する説明書」に示
す。

○ - 代替換気設備 - - -

○ - 代替換気設備 - - -

○ - 代替換気設備 - - -

○ - 代替換気設備 - - -

○ - 代替換気設備 - - -

○ - 代替換気設備 - - -

○ - 代替換気設備 - - -

○ - 代替換気設備 - - -

○ - 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置） - - -

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.1　代替換気設備
(2)　多様性，位置的分散等

【8.4.1　代替換気設備　(2)　多様性，位置的分
散等】
　セルへの導出経路の構築をするために必要な設
備(以下8.4.1では「セル導出設備」という)の凝
縮器及び予備凝縮器は，設置方向を互いに異なる
方向とする設計とすることで，地震に対して同時
にその機能が損なわれるおそれがない設計とす
る。
　代替換気設備の塔槽類廃ガス処理設備からセル
への導出で使用する主配管等(以下8.4.1では「塔
槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニッ
ト)」という)，セル導出ユニットフィルタ，凝縮
器，予備凝縮器，高レベル廃液ガラス固化建屋の
気液分離器及び前処理建屋の代替セル排気系によ
る対応で使用する主配管等(以下8.4.1では「前処
理建屋の主排気筒へ排出するユニット)」という)
は，共通要因によって塔槽類廃ガス処理設備と同
時にその機能が損なわれるおそれがないよう，弁
等により隔離することで，塔槽類廃ガス処理設備
に対して独立性を有する設計とする。
　上記以外の代替換気設備の常設重大事故等対処
設備の主配管及び経路を構成する機器，水封安全
器，分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器及び分
離建屋の第1エジェクタ凝縮器，漏えい液受皿，
分離建屋の第1供給槽及び第2供給槽は，可能な限
り独立性又は位置的分散を図った上で，想定され
る重大事故等が発生した場合における温度，放射
線，荷重及びその他の使用条件において，その機
能を確実に発揮できる設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.1　代替換気設備
(4)　悪影響防止

【8.4.1　代替換気設備　(4)　悪影響防止】
　代替換気設備の主配管等は，弁等の操作によっ
て安全機能を有する施設として使用する系統構成
から重大事故等対処設備としての系統構成とする
ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
とする。
　代替換気設備の塔槽類廃ガス処理設備からセル
に導出するユニット，セル導出ユニットフィル
タ，凝縮器，予備凝縮器，高レベル廃液ガラス固
化建屋の気液分離器，凝縮液の回収に使用する主
配管等及び前処理建屋の主排気筒へ排出するユ
ニットは，重大事故等発生前(通常時)の離隔若し
くは分離された状態から弁等の操作や接続により
重大事故等対処設備としての系統構成とすること
により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。
　代替セル排気系の可搬型排風機は，回転体が飛
散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼ
さない設計とする。
　屋外に保管する代替換気設備の可搬型フィル
タ，可搬型ダクト，可搬型建屋内ホース，分離建
屋の可搬型配管，高レベル廃液ガラス固化建屋の
可搬型配管，可搬型排風機及び高レベル廃液ガラ
ス固化建屋の可搬型デミスタは，竜巻により飛来
物とならないよう必要に応じて固縛等の措置をと
ることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.1　代替換気設備
(2)　多様性，位置的分散等

【8.4.1　代替換気設備　(2)　多様性，位置的分
散等】
　代替セル排気系による対応をするために必要な
設備(以下8.4.1では「代替セル排気系」という)
の可搬型排風機は，共通要因によって建屋換気設
備の排風機と同時にその機能が損なわれるおそれ
がないよう，可搬型排風機を代替電源設備の可搬
型発電機の給電により駆動し，代替電源設備の可
搬型発電機の運転に必要な燃料は，補機駆動用燃
料補給設備から補給が可能な設計とすることで，
多様性を有する設計とする。
　代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィル
タ，可搬型ダクト，可搬型建屋内ホース，分離建
屋の可搬型配管，高レベル廃液ガラス固化建屋の
可搬型配管，可搬型フィルタ，可搬型排風機及び
高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型デミスタ
は，共通要因によって建屋換気設備又は代替換気
設備の常設重大事故等対処設備と同時にその機能
が損なわれるおそれがないように，故障時バック
アップも含めて必要な数量を建屋換気設備又は代
替換気設備の常設重大事故等対処設備が設置され
る建屋から100m以上の離隔距離を確保した外部保
管エリアに保管するとともに，対処を行う建屋に
も保管することで位置的分散を図る設計とする。
また，屋外に設置する主排気筒からも100m以上の
離隔距離を確保する設計とする。対処を行う建屋
内に保管する場合は建屋換気設備又は代替換気設
備の常設重大事故等対処設備が設置される場所と
異なる場所に保管することで位置的分散を図る設
計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

30

　セル導出設備の凝縮器等は，想定される重大事故等時において，「冷却
機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶液の沸騰
に伴い発生する蒸気を凝縮し，蒸気に同伴する水素掃気空気等の非凝縮性
の気体の温度を50℃以下とするために必要な伝熱面積を有し，十分な除熱
能力を発揮する設計とする。また，必要数及び予備を含め十分な基数を確
保する設計とする。

機能要求②
設置要求

○凝縮器
○予備凝縮器
○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器
○分離建屋の第１エジェクタ凝縮器

設計方針(個数及び容
量)

- - - - -

31

　代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却機能の喪失による蒸発乾固及び
放射線分解により発生する水素による爆発の発生時において，放射性エア
ロゾルを代替セル排気系の可搬型フィルタで除去しつつ，主排気筒を介し
て，大気中に放出するために必要な排気風量を有する設計とするととも
に，保有数は，必要数並びに予備として故障時及び保守点検による待機除
外時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

○可搬型排風機
設計方針(個数及び容
量)

- - - - -

32
　セル導出ユニットフィルタの保有数は，必要数及び予備を含め十分な基
数を確保し，代替セル排気系の可搬型フィルタの保有数は，必要数及び予
備を含め十分な基数を確保する設計とする。

設置要求
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

設計方針(個数及び容
量)

- - - - -

33
　代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却機能の喪失による蒸発乾固及び
放射線分解により発生する水素による爆発で同時に要求される複数の機能
に必要な排気風量を有する設計とし，兼用できる設計とする。

機能要求② ○可搬型排風機
設計方針(個数及び容
量)

- - - - -

34

　セル導出設備のセル導出ユニットフィルタ及び代替セル排気系の可搬型
フィルタは，冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生す
る水素による爆発で同時に要求される複数の機能に必要な処理容量を有す
る設計とし，兼用できる設計とする。

機能要求②
○セル導出ユニットフィルタ
○可搬型フィルタ

設計方針(個数及び容
量)

- - - - -

35
　代替換気設備は，塔槽類廃ガス処理設備及び建屋換気設備に対して，重
大事故等への対処に必要な設備を1セット確保する設計とする。

設置要求
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

設計方針(個数及び容
量)

- - - - -

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.1　代替換気設備
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説明
する。

【8.4.1　代替換気設備　(3)　個数及び容量】
　セル導出設備のセル導出ユニットフィルタ及び
代替セル排気系の可搬型フィルタは，冷却機能の
喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生す
る水素による爆発で同時に要求される複数の機能
に必要な処理容量を有する設計とし，兼用できる
設計とする。
　代替換気設備は，塔槽類廃ガス処理設備及び建
屋換気設備に対して，重大事故等への対処に必要
な設備を1セット確保する設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.1　代替換気設備
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説明
する。

【8.4.1　代替換気設備　(3)　個数及び容量】
　セル導出設備の凝縮器，予備凝縮器，分離建屋
の高レベル廃液濃縮缶凝縮器及び分離建屋の第1
エジェクタ凝縮器は，想定される重大事故等時に
おいて，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発
生を仮定する機器に内包する溶液の沸騰に伴い発
生する蒸気を凝縮し，蒸気に同伴する水素掃気空
気等の非凝縮性の気体の温度を50℃以下とするた
めに必要な伝熱面積を有する設計とするととも
に，前処理建屋に対して1基，分離建屋に対して2
基，精製建屋に対して1基，ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋に対して1基及び高レベル廃液ガ
ラス固化建屋に対して1基の運転により，十分な
除熱能力を発揮する設計とする。また，必要数6
基に加え，予備を5基，合計11基を確保する設計
とする。
　代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却機能の
喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生す
る水素による爆発の発生時において，放射性エア
ロゾルを代替セル排気系の可搬型フィルタで除去
しつつ，主排気筒を介して，大気中に放出するた
めに必要な排気風量を有する設計とするととも
に，保有数は，必要数として前処理建屋に対して
1台，分離建屋に対して1台，精製建屋に対して1
台，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に対して
1台及び高レベル廃液ガラス固化建屋に対して1台
の合計5台，予備として故障時及び保守点検によ
る待機除外時のバックアップを6台の合計11台以
上を確保する設計とする。
　セル導出ユニットフィルタの保有数は，必要数
として前処理建屋に対して1基，分離建屋に対し
て1基，精製建屋に対して1基，ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋に対して1基及び高レベル廃液
ガラス固化建屋に対して1基の合計5基，予備とし
て5基の合計10基を確保し，代替セル排気系の可
搬型フィルタの保有数は，必要数として前処理建
屋に対して2基，分離建屋に対して2基，精製建屋
に対して2基，ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋に対して2基及び高レベル廃液ガラス固化建屋
に対して2基の合計10基，予備として10基の合計
20基を確保する設計とする。
　代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却機能の
喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生す
る水素による爆発で同時に要求される複数の機能
に必要な排気風量を有する設計とし，兼用できる
設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

30

　セル導出設備の凝縮器等は，想定される重大事故等時において，「冷却
機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶液の沸騰
に伴い発生する蒸気を凝縮し，蒸気に同伴する水素掃気空気等の非凝縮性
の気体の温度を50℃以下とするために必要な伝熱面積を有し，十分な除熱
能力を発揮する設計とする。また，必要数及び予備を含め十分な基数を確
保する設計とする。

機能要求②
設置要求

○凝縮器
○予備凝縮器
○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器
○分離建屋の第１エジェクタ凝縮器

設計方針(個数及び容
量)

31

　代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却機能の喪失による蒸発乾固及び
放射線分解により発生する水素による爆発の発生時において，放射性エア
ロゾルを代替セル排気系の可搬型フィルタで除去しつつ，主排気筒を介し
て，大気中に放出するために必要な排気風量を有する設計とするととも
に，保有数は，必要数並びに予備として故障時及び保守点検による待機除
外時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

○可搬型排風機
設計方針(個数及び容
量)

32
　セル導出ユニットフィルタの保有数は，必要数及び予備を含め十分な基
数を確保し，代替セル排気系の可搬型フィルタの保有数は，必要数及び予
備を含め十分な基数を確保する設計とする。

設置要求
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

設計方針(個数及び容
量)

33
　代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却機能の喪失による蒸発乾固及び
放射線分解により発生する水素による爆発で同時に要求される複数の機能
に必要な排気風量を有する設計とし，兼用できる設計とする。

機能要求② ○可搬型排風機
設計方針(個数及び容
量)

34

　セル導出設備のセル導出ユニットフィルタ及び代替セル排気系の可搬型
フィルタは，冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生す
る水素による爆発で同時に要求される複数の機能に必要な処理容量を有す
る設計とし，兼用できる設計とする。

機能要求②
○セル導出ユニットフィルタ
○可搬型フィルタ

設計方針(個数及び容
量)

35
　代替換気設備は，塔槽類廃ガス処理設備及び建屋換気設備に対して，重
大事故等への対処に必要な設備を1セット確保する設計とする。

設置要求
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

設計方針(個数及び容
量)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ -

○凝縮器
○予備凝縮器
○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器
○分離建屋の第１エジェクタ凝縮器

- -
<熱交換器>
・伝熱面積

○ - ○可搬型排風機 - -
<ファン>
・原動機

○ - 代替換気設備 - - -

○ - ○可搬型排風機 - - <ファン>
・容量

○ -
○セル導出ユニットフィルタ
○可搬型フィルタ

- -
<フィルタ>
・容量

○ - 代替換気設備 - - -

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.1　代替換気設備
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説明
する。

【8.4.1　代替換気設備　(3)　個数及び容量】
　セル導出設備の凝縮器，予備凝縮器，分離建屋
の高レベル廃液濃縮缶凝縮器及び分離建屋の第1
エジェクタ凝縮器は，想定される重大事故等時に
おいて，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発
生を仮定する機器に内包する溶液の沸騰に伴い発
生する蒸気を凝縮し，蒸気に同伴する水素掃気空
気等の非凝縮性の気体の温度を50℃以下とするた
めに必要な伝熱面積を有する設計とするととも
に，前処理建屋に対して1基，分離建屋に対して2
基，精製建屋に対して1基，ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋に対して1基及び高レベル廃液ガ
ラス固化建屋に対して1基の運転により，十分な
除熱能力を発揮する設計とする。また，必要数6
基に加え，予備を5基，合計11基を確保する設計
とする。
　代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却機能の
喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生す
る水素による爆発の発生時において，放射性エア
ロゾルを代替セル排気系の可搬型フィルタで除去
しつつ，主排気筒を介して，大気中に放出するた
めに必要な排気風量を有する設計とするととも
に，保有数は，必要数として前処理建屋に対して
1台，分離建屋に対して1台，精製建屋に対して1
台，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に対して
1台及び高レベル廃液ガラス固化建屋に対して1台
の合計5台，予備として故障時及び保守点検によ
る待機除外時のバックアップを6台の合計11台以
上を確保する設計とする。
　セル導出ユニットフィルタの保有数は，必要数
として前処理建屋に対して1基，分離建屋に対し
て1基，精製建屋に対して1基，ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋に対して1基及び高レベル廃液
ガラス固化建屋に対して1基の合計5基，予備とし
て5基の合計10基を確保し，代替セル排気系の可
搬型フィルタの保有数は，必要数として前処理建
屋に対して2基，分離建屋に対して2基，精製建屋
に対して2基，ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋に対して2基及び高レベル廃液ガラス固化建屋
に対して2基の合計10基，予備として10基の合計
20基を確保する設計とする。
　代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却機能の
喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生す
る水素による爆発で同時に要求される複数の機能
に必要な排気風量を有する設計とし，兼用できる
設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.1　代替換気設備
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説明
する。

【8.4.1　代替換気設備　(3)　個数及び容量】
　セル導出設備のセル導出ユニットフィルタ及び
代替セル排気系の可搬型フィルタは，冷却機能の
喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生す
る水素による爆発で同時に要求される複数の機能
に必要な処理容量を有する設計とし，兼用できる
設計とする。
　代替換気設備は，塔槽類廃ガス処理設備及び建
屋換気設備に対して，重大事故等への対処に必要
な設備を1セット確保する設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

36

　代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，同時に発生するおそれがあ
る冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素によ
る爆発による温度，圧力，湿度，放射線及び荷重に対して，重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等) - - - - -

37

　セル導出設備の常設重大事故等対処設備は，「放射線分解により発生す
る水素による爆発」の発生を仮定する機器における水素濃度ドライ換算
12vol%での水素爆発に伴う瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮し
ても，放射性物質の閉じ込め機能(放出経路の維持機能)を損なわない設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等) - - - - -

38

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる代替換気設備の常設重大
事故等対処設備は，第1章　共通項目の「9.2　重大事故等対処設備」の
「9.2.6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づ
く設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等) - - - - -

39

　代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷
を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に設置し，風(台風)等により
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

設計方針(環境条件等) - - - - -

40

　代替換気設備の常設重大事故等対処設備のうち，建屋外に設置する代替
セル排気系の主配管等及び主排気筒は，風(台風)，竜巻，積雪及び火山の
影響に対して，風(台風)及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物
による積載荷重により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-38図）

基本方針(環境条件等) - - - - -

41

　代替換気設備の常設重大事故等対処設備及び常設重大事故等対処設備と
可搬型重大事故等対処設備の接続口は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を
考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護する設計と
する。

設置要求 ○代替換気設備の主配管等 設計方針(環境条件等) - - - - -

42

　代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，配管の全周破断に対して，
適切な材料を使用すること又は影響を受けない場所に設置することによ
り，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体(溶液，有機溶媒等)により
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

○代替換気設備（セル外）
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

○代替換気設備（セル内）
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

設計方針(環境条件等) - - - - -

43

　代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィルタ等は，外部からの衝撃に
よる損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に保管し，風(台風)
等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

設計方針(環境条件等) - - - - -

44
　代替換気設備の可搬型排風機は，外部からの衝撃による損傷を防止でき
る外部保管エリアの保管庫に保管し，風(台風)等により重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-38図）

設計方針(環境条件等) - - - - -

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.1　代替換気設備
(5)　環境条件等

【8.4.1　代替換気設備　(5)　環境条件等】
　代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，同
時に発生するおそれがある冷却機能の喪失による
蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素によ
る爆発による温度，圧力，湿度，放射線及び荷重
に対して，「4.　環境条件等」に基づく設計とす
ることで重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。
　セル導出設備の常設重大事故等対処設備は，
「放射線分解により発生する水素による爆発」の
発生を仮定する機器における水素濃度ドライ換算
12vol%での水素爆発に伴う瞬間的に上昇する内部
流体の温度及び圧力の影響を考慮しても，「4.
環境条件等」に基づく設計とすることで重大事故
等への対処に必要な機能として放射性物質の閉じ
込め機能(放出経路の維持機能)を損なわない設計
とする。
　地震を要因として発生した場合に対処に用いる
代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，「6.
地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震
設計」に基づく設計とすることで重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。
　代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，外
部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建
屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に
設置し，風(台風)等により重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。
　代替換気設備の常設重大事故等対処設備のう
ち，建屋外に設置する代替セル排気系の主配管等
及び主排気筒は，風(台風)，竜巻，積雪及び火山
の影響に対して，風(台風)及び竜巻による風荷
重，積雪荷重及び降下火砕物による積載荷重によ
り重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。
　代替換気設備の常設重大事故等対処設備及び常
設重大事故等対処設備と可搬型重大事故等対処設
備の接続口は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を
考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護
及び被液防護する設計とする。
　代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，配
管の全周破断に対して，適切な材料を使用するこ
と又は影響を受けない場所に設置することによ
り，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体
(溶液，有機溶媒等)により重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。
　代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィル
タ，可搬型ダクト，可搬型建屋内ホース，分離建
屋の可搬型配管，高レベル廃液ガラス固化建屋の
可搬型配管及び高レベル廃液ガラス固化建屋の可
搬型デミスタは，外部からの衝撃による損傷を防
止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液
ガラス固化建屋に保管し，風(台風)等により重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。
　代替換気設備の可搬型排風機は，外部からの衝
撃による損傷を防止できる外部保管エリアの保管
庫に保管し，風(台風)等により重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

36

　代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，同時に発生するおそれがあ
る冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素によ
る爆発による温度，圧力，湿度，放射線及び荷重に対して，重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等)

37

　セル導出設備の常設重大事故等対処設備は，「放射線分解により発生す
る水素による爆発」の発生を仮定する機器における水素濃度ドライ換算
12vol%での水素爆発に伴う瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮し
ても，放射性物質の閉じ込め機能(放出経路の維持機能)を損なわない設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等)

38

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる代替換気設備の常設重大
事故等対処設備は，第1章　共通項目の「9.2　重大事故等対処設備」の
「9.2.6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づ
く設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等)

39

　代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷
を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に設置し，風(台風)等により
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

設計方針(環境条件等)

40

　代替換気設備の常設重大事故等対処設備のうち，建屋外に設置する代替
セル排気系の主配管等及び主排気筒は，風(台風)，竜巻，積雪及び火山の
影響に対して，風(台風)及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物
による積載荷重により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-38図）

基本方針(環境条件等)

41

　代替換気設備の常設重大事故等対処設備及び常設重大事故等対処設備と
可搬型重大事故等対処設備の接続口は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を
考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護する設計と
する。

設置要求 ○代替換気設備の主配管等 設計方針(環境条件等)

42

　代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，配管の全周破断に対して，
適切な材料を使用すること又は影響を受けない場所に設置することによ
り，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体(溶液，有機溶媒等)により
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

○代替換気設備（セル外）
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

○代替換気設備（セル内）
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

設計方針(環境条件等)

43

　代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィルタ等は，外部からの衝撃に
よる損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に保管し，風(台風)
等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

設計方針(環境条件等)

44
　代替換気設備の可搬型排風機は，外部からの衝撃による損傷を防止でき
る外部保管エリアの保管庫に保管し，風(台風)等により重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-38図）

設計方針(環境条件等)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ - 基本方針 - - -

○ - 基本方針 - - -

○ - 基本方針 - - -

○ - 代替換気設備 - - -

○ - 代替換気設備 - - -

○ - ○代替換気設備の主配管等 - - -

○ -

○代替換気設備（セル外）

【機能要求②】
○代替換気設備（セル内）

- - -

○ - 代替換気設備 - - -

○ - 代替換気設備 - - -

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.1　代替換気設備
(5)　環境条件等

【8.4.1　代替換気設備　(5)　環境条件等】
　代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，同
時に発生するおそれがある冷却機能の喪失による
蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素によ
る爆発による温度，圧力，湿度，放射線及び荷重
に対して，「4.　環境条件等」に基づく設計とす
ることで重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。
　セル導出設備の常設重大事故等対処設備は，
「放射線分解により発生する水素による爆発」の
発生を仮定する機器における水素濃度ドライ換算
12vol%での水素爆発に伴う瞬間的に上昇する内部
流体の温度及び圧力の影響を考慮しても，「4.
環境条件等」に基づく設計とすることで重大事故
等への対処に必要な機能として放射性物質の閉じ
込め機能(放出経路の維持機能)を損なわない設計
とする。
　地震を要因として発生した場合に対処に用いる
代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，「6.
地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震
設計」に基づく設計とすることで重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。
　代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，外
部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建
屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に
設置し，風(台風)等により重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。
　代替換気設備の常設重大事故等対処設備のう
ち，建屋外に設置する代替セル排気系の主配管等
及び主排気筒は，風(台風)，竜巻，積雪及び火山
の影響に対して，風(台風)及び竜巻による風荷
重，積雪荷重及び降下火砕物による積載荷重によ
り重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。
　代替換気設備の常設重大事故等対処設備及び常
設重大事故等対処設備と可搬型重大事故等対処設
備の接続口は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を
考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護
及び被液防護する設計とする。
　代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，配
管の全周破断に対して，適切な材料を使用するこ
と又は影響を受けない場所に設置することによ
り，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体
(溶液，有機溶媒等)により重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。
　代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィル
タ，可搬型ダクト，可搬型建屋内ホース，分離建
屋の可搬型配管，高レベル廃液ガラス固化建屋の
可搬型配管及び高レベル廃液ガラス固化建屋の可
搬型デミスタは，外部からの衝撃による損傷を防
止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液
ガラス固化建屋に保管し，風(台風)等により重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。
　代替換気設備の可搬型排風機は，外部からの衝
撃による損傷を防止できる外部保管エリアの保管
庫に保管し，風(台風)等により重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

45
　屋外に保管する代替換気設備の可搬型フィルタ等は，風(台風)及び竜巻
に対して，風(台風)及び竜巻による風荷重を考慮し，収納するコンテナ等
に対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置） 基本方針(環境条件等) - - - - -

46

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる代替セル排気系の可搬型
排風機は，第1章　共通項目の「9.2　重大事故等対処設備」の「9.2.6
地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とす
ることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等) - - - - -

47
　代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，溢水量及び化学薬品の漏
えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防護す
る設計とする。

機能要求②
運用要求

○可搬型建屋内ホース
○可搬型フィルタ
○可搬型排風機

施設共通　基本設計方針（保管上の措置）

基本方針(環境条件等） - - - - -

48

　代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，内部発生飛散物の影響を
考慮し，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び外部保管エリアの内部発生飛散
物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 設計方針(環境条件等) - - - - -

49

　代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，配管の全周破断に対し
て，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体(溶液，有機溶媒等)の影響
を受けない材質とすること又は漏えい量を考慮した位置に保管することに
より，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

設計方針(環境条件等) - - - - -

50

　代替換気設備の弁，ダンパ等の操作は，想定される重大事故等が発生し
た場合においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少
ない場所の選定又は当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備
の設置場所で操作可能な設計とする。

設置要求
機能要求①

○代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）
〇前処理建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇分離建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇精製建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の遮蔽設備
（外壁、セル壁等）
〇高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備（外
壁、セル壁等）

設計方針(環境条件等) - - - - -

51

　代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が
発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないように，
線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定又は当該設備の設置場所への
遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計により，当該設
備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。

設置要求
機能要求①

○代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）
〇前処理建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇分離建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇精製建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の遮蔽設備
（外壁、セル壁等）
〇高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備（外
壁、セル壁等）

設計方針(環境条件等) - - - - -

52
　塔槽類廃ガス処理設備からセル導出経路への切替えは，弁の手動操作又
は弁の手動操作と可搬型ダクトによるセル導出経路の構築とし，重大事故
等が発生した場合において，当該設置場所で操作できる設計とする。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37図）

設計方針(環境条件等) - - - - -

53
　建屋換気設備のセルからの排気系から代替セル排気系への切替えは，ダ
ンパの手動操作と可搬型ダクトによる経路の構築とし，重大事故等が発生
した場合において，当該設置場所で操作できる設計とする。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-38図）

設計方針(環境条件等) - - - - -

54
　塔槽類廃ガス処理設備からセル導出経路への切替えは，弁の手動操作又
は弁の手動操作と可搬型ダクトによるセル導出経路の構築とし，重大事故
等が発生した場合において，操作及び作業できる設計とする。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37図）

設計方針(環境条件等) - - - - -

55
　建屋換気設備のセルからの排気系から代替セル排気系への切替えは，弁
等の手動操作と可搬型ダクトによる経路の構築とし，重大事故等が発生し
た場合において，操作及び作業できる設計とする。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-38図）

設計方針(環境条件等) - - - - -

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.1　代替換気設備
(5)　環境条件等

【8.4.1　代替換気設備　(5)　環境条件等】
　屋外に保管する代替換気設備の可搬型フィル
タ，可搬型ダクト，可搬型建屋内ホース，分離建
屋の可搬型配管，高レベル廃液ガラス固化建屋の
可搬型配管，可搬型排風機及び高レベル廃液ガラ
ス固化建屋の可搬型デミスタは，風(台風)及び竜
巻に対して，風(台風)及び竜巻による風荷重を考
慮し，収納するコンテナ等に対して転倒防止，固
縛等の措置を講じて保管する設計とする。
　地震を要因として発生した場合に対処に用いる
代替セル排気系の可搬型排風機は，「6.　地震を
要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とすることで重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。
　代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，
溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を
受けない高さへの保管，被水防護及び被液防護す
る設計とする。
　代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，
「4.　環境条件等」に基づく設計とすることで内
部発生飛散物の影響を考慮し，前処理建屋，分離
建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び外部保管
エリアの内部発生飛散物の影響を受けない場所に
保管することにより，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。
　代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，
配管の全周破断に対して，漏えいした放射性物質
を含む腐食性の液体(溶液，有機溶媒等)の影響を
受けない材質とすること又は漏えい量を考慮した
位置に保管することにより，重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。
　代替換気設備の弁，ダンパ等の操作は，想定さ
れる重大事故等が発生した場合においても操作に
支障がないように，線量率の高くなるおそれの少
ない場所の選定又は当該設備の設置場所への遮蔽
の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な
設計とする。
　代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，
想定される重大事故等が発生した場合においても
設置及び常設設備との接続に支障がないように，
線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定又は
当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該
設備の設置場所で操作可能な設計により，当該設
備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とす
る。
　塔槽類廃ガス処理設備からセル導出経路への切
替えは，弁の手動操作又は弁の手動操作と可搬型
ダクトによるセル導出経路の構築とし，重大事故
等が発生した場合において，当該設置場所で操作
できる設計とする。
　建屋換気設備のセルからの排気系から代替セル
排気系への切替えは，ダンパの手動操作と可搬型
ダクトによる経路の構築とし，重大事故等が発生
した場合において，当該設置場所で操作できる設
計とする。
　塔槽類廃ガス処理設備からセル導出経路への切
替えは，弁の手動操作又は弁の手動操作と可搬型
ダクトによるセル導出経路の構築とし，重大事故
等が発生した場合において，操作及び作業できる
設計とする。
　建屋換気設備のセルからの排気系から代替セル
排気系への切替えは，弁等の手動操作と可搬型ダ
クトによる経路の構築とし，重大事故等が発生し
た場合において，操作及び作業できる設計とす
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

45
　屋外に保管する代替換気設備の可搬型フィルタ等は，風(台風)及び竜巻
に対して，風(台風)及び竜巻による風荷重を考慮し，収納するコンテナ等
に対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置） 基本方針(環境条件等)

46

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる代替セル排気系の可搬型
排風機は，第1章　共通項目の「9.2　重大事故等対処設備」の「9.2.6
地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とす
ることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等)

47
　代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，溢水量及び化学薬品の漏
えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防護す
る設計とする。

機能要求②
運用要求

○可搬型建屋内ホース
○可搬型フィルタ
○可搬型排風機

施設共通　基本設計方針（保管上の措置）

基本方針(環境条件等）

48

　代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，内部発生飛散物の影響を
考慮し，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び外部保管エリアの内部発生飛散
物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 設計方針(環境条件等)

49

　代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，配管の全周破断に対し
て，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体(溶液，有機溶媒等)の影響
を受けない材質とすること又は漏えい量を考慮した位置に保管することに
より，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

設計方針(環境条件等)

50

　代替換気設備の弁，ダンパ等の操作は，想定される重大事故等が発生し
た場合においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少
ない場所の選定又は当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備
の設置場所で操作可能な設計とする。

設置要求
機能要求①

○代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）
〇前処理建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇分離建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇精製建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の遮蔽設備
（外壁、セル壁等）
〇高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備（外
壁、セル壁等）

設計方針(環境条件等)

51

　代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が
発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないように，
線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定又は当該設備の設置場所への
遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計により，当該設
備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。

設置要求
機能要求①

○代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）
〇前処理建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇分離建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇精製建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の遮蔽設備
（外壁、セル壁等）
〇高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備（外
壁、セル壁等）

設計方針(環境条件等)

52
　塔槽類廃ガス処理設備からセル導出経路への切替えは，弁の手動操作又
は弁の手動操作と可搬型ダクトによるセル導出経路の構築とし，重大事故
等が発生した場合において，当該設置場所で操作できる設計とする。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37図）

設計方針(環境条件等)

53
　建屋換気設備のセルからの排気系から代替セル排気系への切替えは，ダ
ンパの手動操作と可搬型ダクトによる経路の構築とし，重大事故等が発生
した場合において，当該設置場所で操作できる設計とする。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-38図）

設計方針(環境条件等)

54
　塔槽類廃ガス処理設備からセル導出経路への切替えは，弁の手動操作又
は弁の手動操作と可搬型ダクトによるセル導出経路の構築とし，重大事故
等が発生した場合において，操作及び作業できる設計とする。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37図）

設計方針(環境条件等)

55
　建屋換気設備のセルからの排気系から代替セル排気系への切替えは，弁
等の手動操作と可搬型ダクトによる経路の構築とし，重大事故等が発生し
た場合において，操作及び作業できる設計とする。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-38図）

設計方針(環境条件等)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ - 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置） - - -

○ - 基本方針 - - -

○ -

○可搬型建屋内ホース
○可搬型フィルタ
○可搬型排風機

施設共通　基本設計方針（保管上の措置）

- - -

○ - 基本方針 - - -

○ - 代替換気設備 - - -

○ -

○代替換気設備
〇前処理建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇分離建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇精製建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の遮蔽設備
（外壁、セル壁等）
〇高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備（外
壁、セル壁等）

- - -

○ -

○代替換気設備
〇前処理建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇分離建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇精製建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の遮蔽設備
（外壁、セル壁等）
〇高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備（外
壁、セル壁等）

- - -

○ - 代替換気設備 - - -

○ - 代替換気設備 - - -

○ - 代替換気設備 - - -

○ - 代替換気設備 - - -

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.1　代替換気設備
(5)　環境条件等

【8.4.1　代替換気設備　(5)　環境条件等】
　屋外に保管する代替換気設備の可搬型フィル
タ，可搬型ダクト，可搬型建屋内ホース，分離建
屋の可搬型配管，高レベル廃液ガラス固化建屋の
可搬型配管，可搬型排風機及び高レベル廃液ガラ
ス固化建屋の可搬型デミスタは，風(台風)及び竜
巻に対して，風(台風)及び竜巻による風荷重を考
慮し，収納するコンテナ等に対して転倒防止，固
縛等の措置を講じて保管する設計とする。
　地震を要因として発生した場合に対処に用いる
代替セル排気系の可搬型排風機は，「6.　地震を
要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とすることで重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。
　代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，
溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を
受けない高さへの保管，被水防護及び被液防護す
る設計とする。
　代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，
「4.　環境条件等」に基づく設計とすることで内
部発生飛散物の影響を考慮し，前処理建屋，分離
建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び外部保管
エリアの内部発生飛散物の影響を受けない場所に
保管することにより，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。
　代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，
配管の全周破断に対して，漏えいした放射性物質
を含む腐食性の液体(溶液，有機溶媒等)の影響を
受けない材質とすること又は漏えい量を考慮した
位置に保管することにより，重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。
　代替換気設備の弁，ダンパ等の操作は，想定さ
れる重大事故等が発生した場合においても操作に
支障がないように，線量率の高くなるおそれの少
ない場所の選定又は当該設備の設置場所への遮蔽
の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な
設計とする。
　代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，
想定される重大事故等が発生した場合においても
設置及び常設設備との接続に支障がないように，
線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定又は
当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該
設備の設置場所で操作可能な設計により，当該設
備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とす
る。
　塔槽類廃ガス処理設備からセル導出経路への切
替えは，弁の手動操作又は弁の手動操作と可搬型
ダクトによるセル導出経路の構築とし，重大事故
等が発生した場合において，当該設置場所で操作
できる設計とする。
　建屋換気設備のセルからの排気系から代替セル
排気系への切替えは，ダンパの手動操作と可搬型
ダクトによる経路の構築とし，重大事故等が発生
した場合において，当該設置場所で操作できる設
計とする。
　塔槽類廃ガス処理設備からセル導出経路への切
替えは，弁の手動操作又は弁の手動操作と可搬型
ダクトによるセル導出経路の構築とし，重大事故
等が発生した場合において，操作及び作業できる
設計とする。
　建屋換気設備のセルからの排気系から代替セル
排気系への切替えは，弁等の手動操作と可搬型ダ
クトによる経路の構築とし，重大事故等が発生し
た場合において，操作及び作業できる設計とす
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

56

　代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィルタ，可搬型ダクト等と代替
換気設備の常設重大事故等対処設備との接続は，一般的に使用される工具
を用いて接続可能なコネクタ接続又はフランジ接続に統一することによ
り，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とする。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

設計方針(操作性の確
保)

- - - - -

57

　セル導出設備は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えることが
できるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁の手動操作又は弁の
手動操作と可搬型ダクトによるセル導出経路の構築により，安全機能を有
する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる
設計とする。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37図）

設計方針(操作性の確
保)

- - - - -

58

　代替セル排気系は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えること
ができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の手動操作と可
搬型ダクトによる経路の構築により，安全機能を有する施設の系統から重
大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる設計とする。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-38図）

設計方針(操作性の確
保)

- - - - -

59

　代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，容易かつ確実に接続で
き，複数の系統が相互に使用することができるよう，配管・ダクト・ホー
スは口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じたフランジ接続又はより簡
便な接続方式を用い，ケーブルはネジ接続又はより簡便な接続方式を用い
る設計とする。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

設計方針(操作性の確
保)

- - - - -

60

　代替セル排気系の可搬型排風機は，通常時において，重大事故等に対処
するために必要な機能を確認するため，独立して外観点検，員数確認，性
能確認等が可能な設計とするとともに，分解又は取替えが可能な設計とす
る。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-38図）

設計方針(試験・検査) - - - - -

61
　代替セル排気系の可搬型排風機は，運転状態の確認及び外観の確認が可
能な設計とする。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-38図）

設計方針(試験・検査) - - - - -

62 　代替換気設備の接続口は，外観の確認が可能な設計とする。 機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

設計方針(試験・検査) - - - - -

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.1　代替換気設備
(6)　操作性の確保

【8.4.1　代替換気設備　(6)　操作性の確保】
 代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィル
タ，可搬型ダクト等と代替換気設備の常設重大事
故等対処設備との接続は，一般的に使用される工
具を用いて接続可能なコネクタ接続又はフランジ
接続に統一することにより，速やかに，容易かつ
確実に現場での接続が可能な設計とする。
 セル導出設備は，通常時に使用する系統から速
やかに切り替えることができるよう，系統に必要
な弁等を設ける設計とし，弁の手動操作又は弁の
手動操作と可搬型ダクトによるセル導出経路の構
築により，安全機能を有する施設の系統から重大
事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる
設計とする。
 代替セル排気系は，通常時に使用する系統から
速やかに切り替えることができるよう，系統に必
要な弁等を設ける設計とし，弁等の手動操作と可
搬型ダクトによる経路の構築により，安全機能を
有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統
に速やかに切り替えられる設計とする。
 代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，
容易かつ確実に接続でき，複数の系統が相互に使
用することができるよう，配管・ダクト・ホース
は口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じたフ
ランジ接続又はより簡便な接続方式を用い，ケー
ブルはネジ接続又はより簡便な接続方式を用いる
設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.1　代替換気設備
(7)　試験・検査

【8.4.1　代替換気設備　(7)　試験・検査】
 代替セル排気系の可搬型排風機は，通常時にお
いて，重大事故等に対処するために必要な機能を
確認するため，独立して外観点検，員数確認，性
能確認等が可能な設計とするとともに，分解又は
取替えが可能な設計とする。
 代替セル排気系の可搬型排風機は，運転状態の
確認及び外観の確認が可能な設計とする。
 代替換気設備の接続口は，外観の確認が可能な
設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

56

　代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィルタ，可搬型ダクト等と代替
換気設備の常設重大事故等対処設備との接続は，一般的に使用される工具
を用いて接続可能なコネクタ接続又はフランジ接続に統一することによ
り，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とする。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

設計方針(操作性の確
保)

57

　セル導出設備は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えることが
できるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁の手動操作又は弁の
手動操作と可搬型ダクトによるセル導出経路の構築により，安全機能を有
する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる
設計とする。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37図）

設計方針(操作性の確
保)

58

　代替セル排気系は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えること
ができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の手動操作と可
搬型ダクトによる経路の構築により，安全機能を有する施設の系統から重
大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる設計とする。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-38図）

設計方針(操作性の確
保)

59

　代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，容易かつ確実に接続で
き，複数の系統が相互に使用することができるよう，配管・ダクト・ホー
スは口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じたフランジ接続又はより簡
便な接続方式を用い，ケーブルはネジ接続又はより簡便な接続方式を用い
る設計とする。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

設計方針(操作性の確
保)

60

　代替セル排気系の可搬型排風機は，通常時において，重大事故等に対処
するために必要な機能を確認するため，独立して外観点検，員数確認，性
能確認等が可能な設計とするとともに，分解又は取替えが可能な設計とす
る。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-38図）

設計方針(試験・検査)

61
　代替セル排気系の可搬型排風機は，運転状態の確認及び外観の確認が可
能な設計とする。

機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-38図）

設計方針(試験・検査)

62 　代替換気設備の接続口は，外観の確認が可能な設計とする。 機能要求①
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

設計方針(試験・検査)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ - 代替換気設備 - - -

○ - 代替換気設備 - - -

○ - 代替換気設備 - - -

○ - 代替換気設備 - - -

○ - 代替換気設備 - - -

○ - 代替換気設備 - - -

○ - 代替換気設備 - - -

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.1　代替換気設備
(6)　操作性の確保

【8.4.1　代替換気設備　(6)　操作性の確保】
 代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィル
タ，可搬型ダクト等と代替換気設備の常設重大事
故等対処設備との接続は，一般的に使用される工
具を用いて接続可能なコネクタ接続又はフランジ
接続に統一することにより，速やかに，容易かつ
確実に現場での接続が可能な設計とする。
 セル導出設備は，通常時に使用する系統から速
やかに切り替えることができるよう，系統に必要
な弁等を設ける設計とし，弁の手動操作又は弁の
手動操作と可搬型ダクトによるセル導出経路の構
築により，安全機能を有する施設の系統から重大
事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる
設計とする。
 代替セル排気系は，通常時に使用する系統から
速やかに切り替えることができるよう，系統に必
要な弁等を設ける設計とし，弁等の手動操作と可
搬型ダクトによる経路の構築により，安全機能を
有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統
に速やかに切り替えられる設計とする。
 代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，
容易かつ確実に接続でき，複数の系統が相互に使
用することができるよう，配管・ダクト・ホース
は口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じたフ
ランジ接続又はより簡便な接続方式を用い，ケー
ブルはネジ接続又はより簡便な接続方式を用いる
設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.1　代替換気設備
(7)　試験・検査

【8.4.1　代替換気設備　(7)　試験・検査】
 代替セル排気系の可搬型排風機は，通常時にお
いて，重大事故等に対処するために必要な機能を
確認するため，独立して外観点検，員数確認，性
能確認等が可能な設計とするとともに，分解又は
取替えが可能な設計とする。
 代替セル排気系の可搬型排風機は，運転状態の
確認及び外観の確認が可能な設計とする。
 代替換気設備の接続口は，外観の確認が可能な
設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第1章　共通項目
4.　閉じ込め機能
4.3　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備
　セル内において使用済燃料から分離された物であって液体状のもの又は
液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する施設のうち，冷却機能の喪
失による蒸発乾固の発生を仮定する機器には，重大事故の発生又は拡大を
防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

2

　セル内において使用済燃料から分離された物であって液体状のもの又は
液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する施設には，蒸発乾固の発生
を未然に防止するとともに，蒸発乾固が発生した場合において，放射性物
質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を防止し，蒸発乾固が発生した設
備に接続する換気系統の配管の流路を遮断するために必要な設備及び換気
系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ
放射性物質を排出できるようにし，放射性物質の放出による影響を緩和す
るために必要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

3
　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備は，代替安全冷却
水系及び代替換気設備で構成する。

機能要求①

代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1) 仕様表、第9.5-7図、
第9.5-10図、第9.5-13図、第9.5-16図）
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

基本方針 － － － － －

4

　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器の冷却機能が
喪失した場合にその他再処理設備の附属施設の冷却水設備の安全冷却水系
（再処理設備本体用）の内部ループに通水することで「冷却機能の喪失に
よる蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包する溶液を冷却するため
の水供給に必要な重大事故等対処設備として，代替安全冷却水系を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

5

　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶
液が沸騰に至った場合に「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定
する対象機器に注水すること及びその他再処理設備の附属施設の冷却水設
備の安全冷却水系（再処理設備本体用）の冷却コイル又は冷却ジャケット
へ通水することで蒸発乾固の進行を防止するための水供給に必要な重大事
故等対処設備として，代替安全冷却水系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

6

　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶
液が沸騰に至った場合に「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定
する対象機器に内包する溶液の沸騰により気相中に移行する放射性物質
を，これらの機器に接続する塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止し，塔
槽類廃ガス処理設備の流路を遮断することで，「冷却機能の喪失による蒸
発乾固」の発生を想定する対象機器からの蒸気を凝縮し，排気をセルに導
出するために必要な重大事故等対処設備として代替安全冷却水系及び代替
換気設備のセルへの導出経路の構築をするために必要な設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

7

　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶
液が沸騰に至った場合に「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定
する対象機器からセルに導出された放射性エアロゾルを除去し，主排気筒
を介して大気中に管理しながら放出するために必要な重大事故等対処設備
として代替換気設備の代替セル排気系による対応をするために必要な設備
を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

8
　上記の代替冷却水系及び代替換気設備は，第1章　共通項目の「5.5　放
射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備」に示す状
態と重畳した場合においても必要な機能を発揮する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

9

　なお，冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生又は拡大を防止するために
使用する代替安全冷却水系の設計については，第2章　個別項目の「7.2.2
冷却水設備」の「7.2.2.3　代替安全冷却水系」に，代替換気設備の設計
については，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の
「5.1.6　代替換気設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

Ⅵ-1-1-2-2　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
2.　基本方針

【2.　基本方針】
　セル内において使用済燃料から分離された物で
あって液体状のもの又は液体状の放射性廃棄物を
冷却する機能を有する施設のうち，冷却機能の喪
失による蒸発乾固の発生を仮定する機器には，重
大事故の発生又は拡大を防止するために必要な次
に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とす
る。
　セル内において使用済燃料から分離された物で
あって液体状のもの又は液体状の放射性廃棄物を
冷却する機能を有する施設には，蒸発乾固の発生
を未然に防止するとともに，蒸発乾固が発生した
場合において，放射性物質の発生を抑制し，及び
蒸発乾固の進行を防止し，蒸発乾固が発生した設
備に接続する換気系統の配管の流路を遮断するた
めに必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態
になった場合にセル内に設置された配管の外部へ
放射性物質を排出できるようにし，放射性物質の
放出による影響を緩和するために必要な重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するため
の設備は，代替安全冷却水系及び代替換気設備で
構成する。
　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮
定する機器の冷却機能が喪失した場合にその他再
処理設備の附属施設の冷却水設備の安全冷却水系
(再処理設備本体用)の内部ループに通水すること
で「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想
定する対象機器に内包する溶液を冷却するための
水供給に必要な重大事故等対処設備として，代替
安全冷却水系を設ける設計とする。
　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮
定する機器に内包する溶液が沸騰に至った場合に
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定
する対象機器に注水すること及びその他再処理設
備の附属施設の冷却水設備の安全冷却水系(再処
理設備本体用)の冷却コイル又は冷却ジャケット
へ通水することで蒸発乾固の進行を防止するため
の水供給に必要な重大事故等対処設備として，代
替安全冷却水系を設ける設計とする。
　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮
定する機器に内包する溶液が沸騰に至った場合に
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定
する対象機器に内包する溶液の沸騰により気相中
に移行する放射性物質を，これらの機器に接続す
る塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止し，塔槽
類廃ガス処理設備の流路を遮断することで，「冷
却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する
対象機器からの蒸気を凝縮し，排気をセルに導出
するために必要な重大事故等対処設備として代替
安全冷却水系及び代替換気設備のセルへの導出経
路の構築をするために必要な設備(以下「セル導
出設備」という)を設ける設計とする。
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定
する機器に内包する溶液が沸騰に至った場合に
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定
する対象機器からセルに導出された放射性エアロ
ゾルを除去し，主排気筒を介して大気中に管理し
ながら放出するために必要な重大事故等対処設備
として代替換気設備の代替セル排気系による対応
をするために必要な設備を設ける設計とする。
　上記の代替冷却水系及び代替換気設備は，「Ⅲ
－２　放射線分解により発生する水素による爆発
に対処するための設備に関する説明書」に示す状
態と重畳した場合においても必要な機能を発揮す
る設計とする。
　なお，冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生又
は拡大を防止するために使用する代替安全冷却水
系の設計については「2.　代替安全冷却水系の基
本方針」に，代替換気設備の設計については「Ⅵ
－１－６－２　代替換気設備に関する説明書」に
示す。

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

1

第1章　共通項目
4.　閉じ込め機能
4.3　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備
　セル内において使用済燃料から分離された物であって液体状のもの又は
液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する施設のうち，冷却機能の喪
失による蒸発乾固の発生を仮定する機器には，重大事故の発生又は拡大を
防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

2

　セル内において使用済燃料から分離された物であって液体状のもの又は
液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する施設には，蒸発乾固の発生
を未然に防止するとともに，蒸発乾固が発生した場合において，放射性物
質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を防止し，蒸発乾固が発生した設
備に接続する換気系統の配管の流路を遮断するために必要な設備及び換気
系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ
放射性物質を排出できるようにし，放射性物質の放出による影響を緩和す
るために必要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

3
　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備は，代替安全冷却
水系及び代替換気設備で構成する。

機能要求①

代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1) 仕様表、第9.5-7図、
第9.5-10図、第9.5-13図、第9.5-16図）
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

基本方針

4

　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器の冷却機能が
喪失した場合にその他再処理設備の附属施設の冷却水設備の安全冷却水系
（再処理設備本体用）の内部ループに通水することで「冷却機能の喪失に
よる蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包する溶液を冷却するため
の水供給に必要な重大事故等対処設備として，代替安全冷却水系を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

5

　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶
液が沸騰に至った場合に「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定
する対象機器に注水すること及びその他再処理設備の附属施設の冷却水設
備の安全冷却水系（再処理設備本体用）の冷却コイル又は冷却ジャケット
へ通水することで蒸発乾固の進行を防止するための水供給に必要な重大事
故等対処設備として，代替安全冷却水系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

6

　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶
液が沸騰に至った場合に「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定
する対象機器に内包する溶液の沸騰により気相中に移行する放射性物質
を，これらの機器に接続する塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止し，塔
槽類廃ガス処理設備の流路を遮断することで，「冷却機能の喪失による蒸
発乾固」の発生を想定する対象機器からの蒸気を凝縮し，排気をセルに導
出するために必要な重大事故等対処設備として代替安全冷却水系及び代替
換気設備のセルへの導出経路の構築をするために必要な設備を設ける設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

7

　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶
液が沸騰に至った場合に「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定
する対象機器からセルに導出された放射性エアロゾルを除去し，主排気筒
を介して大気中に管理しながら放出するために必要な重大事故等対処設備
として代替換気設備の代替セル排気系による対応をするために必要な設備
を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

8
　上記の代替冷却水系及び代替換気設備は，第1章　共通項目の「5.5　放
射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備」に示す状
態と重畳した場合においても必要な機能を発揮する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

9

　なお，冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生又は拡大を防止するために
使用する代替安全冷却水系の設計については，第2章　個別項目の「7.2.2
冷却水設備」の「7.2.2.3　代替安全冷却水系」に，代替換気設備の設計
については，第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の
「5.1.6　代替換気設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ －

代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1) 仕様表、第9.5-7図、
第9.5-10図、第9.5-13図、第9.5-16図）
代替換気設備
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

－ － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

第２回

Ⅵ－１－１－２－２
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための
設備に関する説明書
2.　基本方針

【2.　基本方針】
　セル内において使用済燃料から分離された物で
あって液体状のもの又は液体状の放射性廃棄物を
冷却する機能を有する施設のうち，冷却機能の喪
失による蒸発乾固の発生を仮定する機器には，重
大事故の発生又は拡大を防止するために必要な次
に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とす
る。
　セル内において使用済燃料から分離された物で
あって液体状のもの又は液体状の放射性廃棄物を
冷却する機能を有する施設には，蒸発乾固の発生
を未然に防止するとともに，蒸発乾固が発生した
場合において，放射性物質の発生を抑制し，及び
蒸発乾固の進行を防止し，蒸発乾固が発生した設
備に接続する換気系統の配管の流路を遮断するた
めに必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態
になった場合にセル内に設置された配管の外部へ
放射性物質を排出できるようにし，放射性物質の
放出による影響を緩和するために必要な重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するため
の設備は，代替安全冷却水系及び代替換気設備で
構成する。
　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮
定する機器の冷却機能が喪失した場合にその他再
処理設備の附属施設の冷却水設備の安全冷却水系
(再処理設備本体用)の内部ループに通水すること
で「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想
定する対象機器に内包する溶液を冷却するための
水供給に必要な重大事故等対処設備として，代替
安全冷却水系を設ける設計とする。
　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮
定する機器に内包する溶液が沸騰に至った場合に
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定
する対象機器に注水すること及びその他再処理設
備の附属施設の冷却水設備の安全冷却水系(再処
理設備本体用)の冷却コイル又は冷却ジャケット
へ通水することで蒸発乾固の進行を防止するため
の水供給に必要な重大事故等対処設備として，代
替安全冷却水系を設ける設計とする。
　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮
定する機器に内包する溶液が沸騰に至った場合に
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定
する対象機器に内包する溶液の沸騰により気相中
に移行する放射性物質を，これらの機器に接続す
る塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止し，塔槽
類廃ガス処理設備の流路を遮断することで，「冷
却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する
対象機器からの蒸気を凝縮し，排気をセルに導出
するために必要な重大事故等対処設備として代替
安全冷却水系及び代替換気設備のセルへの導出経
路の構築をするために必要な設備(以下「セル導
出設備」という)を設ける設計とする。
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定
する機器に内包する溶液が沸騰に至った場合に
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定
する対象機器からセルに導出された放射性エアロ
ゾルを除去し，主排気筒を介して大気中に管理し
ながら放出するために必要な重大事故等対処設備
として代替換気設備の代替セル排気系による対応
をするために必要な設備を設ける設計とする。
　上記の代替冷却水系及び代替換気設備は，「Ⅲ
－２　放射線分解により発生する水素による爆発
に対処するための設備に関する説明書」に示す状
態と重畳した場合においても必要な機能を発揮す
る設計とする。
　なお，冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生又
は拡大を防止するために使用する代替安全冷却水
系の設計については「2.　代替安全冷却水系の基
本方針」に，代替換気設備の設計については「Ⅵ
－１－６－２　代替換気設備に関する説明書」に
示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

10

第2章　個別項目
7.　その他再処理設備の附属施設
7.2　給水施設及び蒸気供給設備
7.2.2　冷却水設備
7.2.2.3　代替安全冷却水系
　冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した場合において，「冷却機能の
喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶液を冷却してい
る内部ループに通水することで，蒸発乾固の発生を未然に防止するために
必要な蒸発乾固の発生防止対策に使用する重大事故等対処設備として代替
安全冷却水系を設ける設計とする

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

11

　上記対策が機能しなかった場合に備え，「冷却機能の喪失による蒸発乾
固」の発生を仮定する機器へ注水することで，放射性物質の発生を抑制
し，及び蒸発乾固の進行を防止するために必要な蒸発乾固の拡大防止対策
に使用する重大事故等対処設備及び沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮水とし
て回収するための代替換気設備のセルへの導出経路の構築をするために必
要な設備(以下7.2.2.3では「セル導出設備)」という)凝縮器に水を供給す
るために必要な蒸発乾固の拡大防止対策に使用する重大事故等対処設備と
して代替安全冷却水系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

12

　また，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器の冷却
コイル又は冷却ジャケットへ通水することで，「冷却機能の喪失による蒸
発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶液を未沸騰状態に維持するた
めに必要な蒸発乾固の拡大防止対策に使用する重大事故等対処設備として
代替安全冷却水系を設ける設計とする

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

13

　代替安全冷却水系は，高レベル廃液ガラス固化建屋の内部ループへの通
水，冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水で使用する主配管等(以下
7.2.2.3では「冷却水給排水配管・弁」という)，高レベル廃液ガラス固化
建屋の貯槽等への注水で使用する主配管等(以下7.2.2.3では「冷却水注水
配管・弁」という)，凝縮器への通水で使用する主配管等(以下7.2.2.3で
は「冷却水配管・弁(凝縮器)」という)，高レベル廃液ガラス固化建屋の
凝縮器への通水で使用する主配管等(以下7.2.2.3では「凝縮器冷却水給排
水配管・弁」という)，可搬型建屋外ホース，可搬型中型移送ポンプ，可
搬型建屋内ホース，可搬型排水受槽，高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬
型配管，可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車で構成す
る。

機能要求①
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1) 仕様表、第9.5-7図、
第9.5-10図、第9.5-13図、第9.5-16図）

基本方針 － － － － －

14

また，設計基準対象の施設と兼用する主配管等及び膨張槽並びに「冷却機
能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器を常設重大事故等対処設
備として位置付け，蒸発乾固の発生の未然防止並びに蒸発乾固が発生した
場合において，放射性物質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を緩和で
きる設計とする。

機能要求①
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1) 仕様表、第9.5-7図、
第9.5-10図、第9.5-13図、第9.5-16図）

基本方針 － － － － －

15

　冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した場合の重大事故等対処設備と
して，代替安全冷却水系の他，計装設備の可搬型貯槽温度計等，水供給設
備の第1貯水槽並びに補機駆動用燃料補給設備の第1軽油貯槽，第2軽油貯
槽及び軽油用タンクローリを使用する設計とする。なお，計測制御設備に
ついては第2章　個別項目の「4.1　計測制御設備」に，水供給設備につい
ては第2章　個別項目の「7.3　その他の主要な事項」の「7.3.8　水供給
設備」に，補機駆動用燃料補給設備については第2章　個別項目の「7.1.1
電気設備」の「7.1.1.11　補機駆動用燃料補給設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-2-2　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
2.　代替安全冷却水系の基本方針
2.3　代替安全冷却水系及び関連設備の系統設計
方針
2.3.1　内部ループへの通水による冷却に使用す
る設備
2.3.1.2　水供給設備
2.3.1.3　補機駆動用燃料補給設備
2.3.1.4　計測制御設備
2.3.2　貯槽等への注水に使用する設備
2.3.2.2　水供給設備
2.3.2.3　補機駆動用燃料補給設備
2.3.2.4　計測制御設備
2.3.3　冷却コイル等への通水による冷却に使用
する設備
2.3.3.2　水供給設備
2.3.3.3　補機駆動用燃料補給設備
2.3.3.4　計測制御設備
2.3.4　凝縮器への通水に使用する設備
2.3.4.2　水供給設備
2.3.4.3　補機駆動用燃料補給設備
2.3.4.4　計測制御設備

【2.3.1.2　水供給設備，2.3.2.2　水供給設備，
2.3.3.2　水供給設備，2.3.4.2　水供給設備】
蒸発乾固への対処に使用する水供給設備について
説明する。
【2.3.1.3　補機駆動用燃料補給設備，2.3.2.3
補機駆動用燃料補給設備，2.3.3.3　補機駆動用
燃料補給設備，2.3.4.3　補機駆動用燃料補給設
備】
蒸発乾固への対処に使用する補機駆動用燃料補給
設備について説明する。

【2.3.1.4　計測制御設備，2.3.2.4　計測制御設
備，2.3.3.4　計測制御設備，2.3.4.4　計測制御
設備】
蒸発乾固への対処に使用する計測制御設備につい
て説明する。

－ － － － －

Ⅵ-1-1-2-2　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
2.　代替安全冷却水系の基本方針
2.2　基本設計方針

【2.2　基本設計方針】
　冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した場合
において，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の
発生を仮定する機器に内包する溶液を冷却してい
る内部ループに通水することで，蒸発乾固の発生
を未然に防止するために必要な蒸発乾固の発生防
止対策に使用する重大事故等対処設備として代替
安全冷却水系を設ける設計とする。
　上記対策が機能しなかった場合に備え，「冷却
機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機
器へ注水することで，放射性物質の発生を抑制
し，及び蒸発乾固の進行を防止するために必要な
蒸発乾固の拡大防止対策に使用する重大事故等対
処設備及び沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮水とし
て回収するための代替換気設備のセル導出設備の
凝縮器に水を供給するために必要な蒸発乾固の拡
大防止対策に使用する重大事故等対処設備として
代替安全冷却水系を設ける設計とする。
　また，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発
生を仮定する機器の冷却コイル又は冷却ジャケッ
トへ通水することで，「冷却機能の喪失による蒸
発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶液を
未沸騰状態に維持するために必要な蒸発乾固の拡
大防止対策に使用する重大事故等対処設備として
代替安全冷却水系を設ける設計とする。
　代替安全冷却水系は，高レベル廃液ガラス固化
建屋の内部ループへの通水，冷却コイル又は冷却
ジャケットへの通水で使用する主配管等(以下
「冷却水給排水配管・弁」という)，高レベル廃
液ガラス固化建屋の貯槽等への注水で使用する主
配管等(以下「冷却水注水配管・弁」という)，凝
縮器への通水で使用する主配管等(以下「冷却水
配管・弁(凝縮器)」という)，高レベル廃液ガラ
ス固化建屋の凝縮器への通水で使用する主配管等
(以下「凝縮器冷却水給排水配管・弁」という)，
可搬型建屋外ホース，可搬型中型移送ポンプ，可
搬型建屋内ホース，可搬型排水受槽，高レベル廃
液ガラス固化建屋の可搬型配管，可搬型中型移送
ポンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車で構成す
る。
また，設計基準対象の施設と兼用する主配管等及
び膨張槽並びに「冷却機能の喪失による蒸発乾
固」の発生を仮定する機器を常設重大事故等対処
設備として位置付け，蒸発乾固の発生の未然防止
並びに蒸発乾固が発生した場合において，放射性
物質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を緩和
できる設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

10

第2章　個別項目
7.　その他再処理設備の附属施設
7.2　給水施設及び蒸気供給設備
7.2.2　冷却水設備
7.2.2.3　代替安全冷却水系
　冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した場合において，「冷却機能の
喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶液を冷却してい
る内部ループに通水することで，蒸発乾固の発生を未然に防止するために
必要な蒸発乾固の発生防止対策に使用する重大事故等対処設備として代替
安全冷却水系を設ける設計とする

冒頭宣言 基本方針 基本方針

11

　上記対策が機能しなかった場合に備え，「冷却機能の喪失による蒸発乾
固」の発生を仮定する機器へ注水することで，放射性物質の発生を抑制
し，及び蒸発乾固の進行を防止するために必要な蒸発乾固の拡大防止対策
に使用する重大事故等対処設備及び沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮水とし
て回収するための代替換気設備のセルへの導出経路の構築をするために必
要な設備(以下7.2.2.3では「セル導出設備)」という)凝縮器に水を供給す
るために必要な蒸発乾固の拡大防止対策に使用する重大事故等対処設備と
して代替安全冷却水系を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

12

　また，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器の冷却
コイル又は冷却ジャケットへ通水することで，「冷却機能の喪失による蒸
発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶液を未沸騰状態に維持するた
めに必要な蒸発乾固の拡大防止対策に使用する重大事故等対処設備として
代替安全冷却水系を設ける設計とする

冒頭宣言 基本方針 基本方針

13

　代替安全冷却水系は，高レベル廃液ガラス固化建屋の内部ループへの通
水，冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水で使用する主配管等(以下
7.2.2.3では「冷却水給排水配管・弁」という)，高レベル廃液ガラス固化
建屋の貯槽等への注水で使用する主配管等(以下7.2.2.3では「冷却水注水
配管・弁」という)，凝縮器への通水で使用する主配管等(以下7.2.2.3で
は「冷却水配管・弁(凝縮器)」という)，高レベル廃液ガラス固化建屋の
凝縮器への通水で使用する主配管等(以下7.2.2.3では「凝縮器冷却水給排
水配管・弁」という)，可搬型建屋外ホース，可搬型中型移送ポンプ，可
搬型建屋内ホース，可搬型排水受槽，高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬
型配管，可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車で構成す
る。

機能要求①
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1) 仕様表、第9.5-7図、
第9.5-10図、第9.5-13図、第9.5-16図）

基本方針

14

また，設計基準対象の施設と兼用する主配管等及び膨張槽並びに「冷却機
能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器を常設重大事故等対処設
備として位置付け，蒸発乾固の発生の未然防止並びに蒸発乾固が発生した
場合において，放射性物質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を緩和で
きる設計とする。

機能要求①
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1) 仕様表、第9.5-7図、
第9.5-10図、第9.5-13図、第9.5-16図）

基本方針

15

　冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した場合の重大事故等対処設備と
して，代替安全冷却水系の他，計装設備の可搬型貯槽温度計等，水供給設
備の第1貯水槽並びに補機駆動用燃料補給設備の第1軽油貯槽，第2軽油貯
槽及び軽油用タンクローリを使用する設計とする。なお，計測制御設備に
ついては第2章　個別項目の「4.1　計測制御設備」に，水供給設備につい
ては第2章　個別項目の「7.3　その他の主要な事項」の「7.3.8　水供給
設備」に，補機駆動用燃料補給設備については第2章　個別項目の「7.1.1
電気設備」の「7.1.1.11　補機駆動用燃料補給設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 代替安全冷却水系 － － －

○ － 代替安全冷却水系 － － －

○ － 基本方針 － － －

【2.3.1.2　水供給設備，2.3.2.2　水供給設備，
2.3.3.2　水供給設備，2.3.4.2　水供給設備】
蒸発乾固への対処に使用する水供給設備について
説明する。
【2.3.1.3　補機駆動用燃料補給設備，2.3.2.3
補機駆動用燃料補給設備，2.3.3.3　補機駆動用
燃料補給設備，2.3.4.3　補機駆動用燃料補給設
備】
蒸発乾固への対処に使用する補機駆動用燃料補給
設備について説明する。

【2.3.1.4　計測制御設備，2.3.2.4　計測制御設
備，2.3.3.4　計測制御設備，2.3.4.4　計測制御
設備】
蒸発乾固への対処に使用する計測制御設備につい
て説明する。

Ⅵ-1-8-2-2　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
2.基本方針

【2.2　基本設計方針】
　冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した場合
において，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の
発生を仮定する機器に内包する溶液を冷却してい
る内部ループに通水することで，蒸発乾固の発生
を未然に防止するために必要な蒸発乾固の発生防
止対策に使用する重大事故等対処設備として代替
安全冷却水系を設ける設計とする。
　上記対策が機能しなかった場合に備え，「冷却
機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機
器へ注水することで，放射性物質の発生を抑制
し，及び蒸発乾固の進行を防止するために必要な
蒸発乾固の拡大防止対策に使用する重大事故等対
処設備及び沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮水とし
て回収するための代替換気設備のセル導出設備の
凝縮器に水を供給するために必要な蒸発乾固の拡
大防止対策に使用する重大事故等対処設備として
代替安全冷却水系を設ける設計とする。
　また，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発
生を仮定する機器の冷却コイル又は冷却ジャケッ
トへ通水することで，「冷却機能の喪失による蒸
発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶液を
未沸騰状態に維持するために必要な蒸発乾固の拡
大防止対策に使用する重大事故等対処設備として
代替安全冷却水系を設ける設計とする。
　代替安全冷却水系は，高レベル廃液ガラス固化
建屋の内部ループへの通水，冷却コイル又は冷却
ジャケットへの通水で使用する主配管等(以下
「冷却水給排水配管・弁」という)，高レベル廃
液ガラス固化建屋の貯槽等への注水で使用する主
配管等(以下「冷却水注水配管・弁」という)，凝
縮器への通水で使用する主配管等(以下「冷却水
配管・弁(凝縮器)」という)，高レベル廃液ガラ
ス固化建屋の凝縮器への通水で使用する主配管等
(以下「凝縮器冷却水給排水配管・弁」という)，
可搬型建屋外ホース，可搬型中型移送ポンプ，可
搬型建屋内ホース，可搬型排水受槽，高レベル廃
液ガラス固化建屋の可搬型配管，可搬型中型移送
ポンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車で構成す
る。
また，設計基準対象の施設と兼用する主配管等及
び膨張槽並びに「冷却機能の喪失による蒸発乾
固」の発生を仮定する機器を常設重大事故等対処
設備として位置付け，蒸発乾固の発生の未然防止
並びに蒸発乾固が発生した場合において，放射性
物質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を緩和
できる設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

－

○代替安全冷却水系の主配管等
○代替安全冷却水系の主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○膨張槽
○貯槽
・中継槽
・リサイクル槽
・中間ポット
・計量前中間貯槽
・計量後中間貯槽
・計量・調整槽
・計量補助槽
・高レベル廃液濃縮缶
・高レベル廃液供給槽
・第６一時貯留処理槽
・溶解液中間貯槽
・溶解液供給槽
・抽出廃液受槽
・抽出廃液中間貯槽
・抽出廃液供給槽
・第１一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設
備）
・第７一時貯留処理槽
・第８一時貯留処理槽
・第３一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設
備）
・第４一時貯留処理槽
・プルトニウム濃縮液受槽
・リサイクル槽
・希釈槽
・プルトニウム濃縮液一時貯槽
・プルトニウム濃縮液計量槽
・プルトニウム濃縮液中間貯槽
・プルトニウム溶液受槽
・油水分離槽
・プルトニウム濃縮缶供給槽
・プルトニウム溶液一時貯槽
・第１一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設
備）
・第２一時貯留処理槽
・第３一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設
備）
・硝酸プルトニウム貯槽
・混合槽
・一時貯槽
・第１高レベル濃縮廃液一時貯槽
・第２高レベル濃縮廃液一時貯槽
・第１高レベル濃縮廃液貯槽
・第２高レベル濃縮廃液貯槽
・高レベル廃液共用貯槽
・高レベル廃液混合槽
・供給液槽
・供給槽
○可搬型中型移送ポンプ
○可搬型建屋外ホース
○可搬型排水受槽
○運搬車
○ホース展張車
○可搬型中型移送ポンプ運搬車

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-2-2　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
2.3　代替安全冷却水系及び関連設備の系統設計
方針
2.3.2　貯槽等への注水に使用する設備
2.3.2.1　代替安全冷却水系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全冷却水系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全冷却水系

－ － －

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全冷却水系の系統構成や設備仕様を説明す
る。

【2.3.2.1　代替安全冷却水系】
代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと貯
槽等への注水で使用する主配管等(以下「機器注
水配管・弁」という)を可搬型建屋外ホース，可
搬型建屋内ホース，冷却水注水配管・弁，可搬型
中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車
を用いて接続した上で，可搬型中型移送ポンプを
運転することで，「冷却機能の喪失による蒸発乾
固」の発生を仮定する機器へ注水でき，放射性物
質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を防止で
きる設計とする。

－ －

－

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-2-2　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
2.3　代替安全冷却水系及び関連設備の系統設計
方針
2.3.1　内部ループへの通水による冷却に使用す
る設備
2.3.1.1　代替安全冷却水系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全冷却水系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全冷却水系

17

　代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと貯槽等への注水で使用す
る主配管等(以下7.2.2.3では「機器注水配管・弁」という)を可搬型建屋
外ホース，可搬型建屋内ホース等を用いて接続した上で，可搬型中型移送
ポンプを運転することで，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮
定する機器へ注水でき，放射性物質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行
を防止できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

○代替安全冷却水系の主配管等
○代替安全冷却水系の主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○貯槽（項目番号６に示したものと同様）
○可搬型中型移送ポンプ
○可搬型建屋外ホース
○運搬車
○ホース展張車
○可搬型中型移送ポンプ運搬車

設計方針

16

　代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと安全冷却水系の内部ルー
プへの通水で使用する主配管等(以下7.2.2.3では「内部ループ配管・弁」
という)を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用いて接続した
上で，可搬型中型移送ポンプを運転することで，水供給設備の第１貯水槽
の水を内部ループへ通水し，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を
仮定する機器に内包する溶液が沸騰に至る前に冷却でき，未沸騰状態を維
持できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全冷却水系の系統構成や設備仕様を説明す
る。

【2.3.1.1　代替安全冷却水系】
　代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと
安全冷却水系の内部ループへの通水で使用する主
配管等(以下「内部ループ配管・弁」という)を可
搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース，冷却水
給排水配管・弁，可搬型排水受槽，可搬型中型移
送ポンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車を用い
て接続した上で，可搬型中型移送ポンプを運転す
ることで，水供給設備の第1貯水槽の水を内部
ループへ通水し，「冷却機能の喪失による蒸発乾
固」の発生を仮定する機器に内包する溶液が沸騰
に至る前に冷却でき，未沸騰状態を維持できる設
計とする。

－ － －

827



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

○代替安全冷却水系の主配管等
○代替安全冷却水系の主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○膨張槽
○貯槽
・中継槽
・リサイクル槽
・中間ポット
・計量前中間貯槽
・計量後中間貯槽
・計量・調整槽
・計量補助槽
・高レベル廃液濃縮缶
・高レベル廃液供給槽
・第６一時貯留処理槽
・溶解液中間貯槽
・溶解液供給槽
・抽出廃液受槽
・抽出廃液中間貯槽
・抽出廃液供給槽
・第１一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設
備）
・第７一時貯留処理槽
・第８一時貯留処理槽
・第３一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設
備）
・第４一時貯留処理槽
・プルトニウム濃縮液受槽
・リサイクル槽
・希釈槽
・プルトニウム濃縮液一時貯槽
・プルトニウム濃縮液計量槽
・プルトニウム濃縮液中間貯槽
・プルトニウム溶液受槽
・油水分離槽
・プルトニウム濃縮缶供給槽
・プルトニウム溶液一時貯槽
・第１一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設
備）
・第２一時貯留処理槽
・第３一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設
備）
・硝酸プルトニウム貯槽
・混合槽
・一時貯槽
・第１高レベル濃縮廃液一時貯槽
・第２高レベル濃縮廃液一時貯槽
・第１高レベル濃縮廃液貯槽
・第２高レベル濃縮廃液貯槽
・高レベル廃液共用貯槽
・高レベル廃液混合槽
・供給液槽
・供給槽
○可搬型中型移送ポンプ
○可搬型建屋外ホース
○可搬型排水受槽
○運搬車
○ホース展張車
○可搬型中型移送ポンプ運搬車

設計方針

17

　代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと貯槽等への注水で使用す
る主配管等(以下7.2.2.3では「機器注水配管・弁」という)を可搬型建屋
外ホース，可搬型建屋内ホース等を用いて接続した上で，可搬型中型移送
ポンプを運転することで，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮
定する機器へ注水でき，放射性物質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行
を防止できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

○代替安全冷却水系の主配管等
○代替安全冷却水系の主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○貯槽（項目番号６に示したものと同様）
○可搬型中型移送ポンプ
○可搬型建屋外ホース
○運搬車
○ホース展張車
○可搬型中型移送ポンプ運搬車

設計方針

16

　代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと安全冷却水系の内部ルー
プへの通水で使用する主配管等(以下7.2.2.3では「内部ループ配管・弁」
という)を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用いて接続した
上で，可搬型中型移送ポンプを運転することで，水供給設備の第１貯水槽
の水を内部ループへ通水し，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を
仮定する機器に内包する溶液が沸騰に至る前に冷却でき，未沸騰状態を維
持できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○

○ －

○運搬車
○ホース展張車
○可搬型中型移送ポンプ運搬車

【機能要求②】
○代替安全冷却水系の主配管等
○代替安全冷却水系の主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○膨張槽
○貯槽
・中継槽
・リサイクル槽
・中間ポット
・計量前中間貯槽
・計量後中間貯槽
・計量・調整槽
・計量補助槽
・高レベル廃液濃縮缶
・高レベル廃液供給槽
・第６一時貯留処理槽
・溶解液中間貯槽
・溶解液供給槽
・抽出廃液受槽
・抽出廃液中間貯槽
・抽出廃液供給槽
・第１一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設
備）
・第７一時貯留処理槽
・第８一時貯留処理槽
・第３一時貯留処理槽（分離建屋一時貯留処理設
備）
・第４一時貯留処理槽
・プルトニウム濃縮液受槽
・リサイクル槽
・希釈槽
・プルトニウム濃縮液一時貯槽
・プルトニウム濃縮液計量槽
・プルトニウム濃縮液中間貯槽
・プルトニウム溶液受槽
・油水分離槽
・プルトニウム濃縮缶供給槽
・プルトニウム溶液一時貯槽
・第１一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設
備）
・第２一時貯留処理槽
・第３一時貯留処理槽（精製建屋一時貯留処理設
備）
・硝酸プルトニウム貯槽
・混合槽
・一時貯槽
・第１高レベル濃縮廃液一時貯槽
・第２高レベル濃縮廃液一時貯槽
・第１高レベル濃縮廃液貯槽
・第２高レベル濃縮廃液貯槽
・高レベル廃液共用貯槽
・高レベル廃液混合槽
・供給液槽
・供給槽
○可搬型中型移送ポンプ
○可搬型建屋外ホース
○可搬型排水受槽

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全冷却水系の系統構成や設備仕様を説明す
る。

【2.3.1.1　代替安全冷却水系】
　代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと
安全冷却水系の内部ループへの通水で使用する主
配管等(以下「内部ループ配管・弁」という)を可
搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース，冷却水
給排水配管・弁，可搬型排水受槽，可搬型中型移
送ポンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車を用い
て接続した上で，可搬型中型移送ポンプを運転す
ることで，水供給設備の第1貯水槽の水を内部
ループへ通水し，「冷却機能の喪失による蒸発乾
固」の発生を仮定する機器に内包する溶液が沸騰
に至る前に冷却でき，未沸騰状態を維持できる設
計とする。

－ －

<主配管>
・個数
・取付個所
・最高使用圧力
・最高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
<容器>
・種類
・個数
・取付個所
・容量
・最高使用圧力
・最高使用温度
・伝熱面積
・主要寸法
・主要材料
<ポンプ>
・種類
・個数
・取付個所
・容量
・吐出圧力
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料
・原動機

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-8-2-2　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
3.　冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処
3.1　内部ループへの通水による冷却
3.1.1　内部ループへの通水による冷却に使用す
る設備
3.1.1.1　代替安全冷却水系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全冷却水系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全冷却水系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全冷却水系の系統構成や設備仕様を説明す
る。

【2.3.2.1　代替安全冷却水系】
代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと貯
槽等への注水で使用する主配管等(以下「機器注
水配管・弁」という)を可搬型建屋外ホース，可
搬型建屋内ホース，冷却水注水配管・弁，可搬型
中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車
を用いて接続した上で，可搬型中型移送ポンプを
運転することで，「冷却機能の喪失による蒸発乾
固」の発生を仮定する機器へ注水でき，放射性物
質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を防止で
きる設計とする。

－

○運搬車
○ホース展張車
○可搬型中型移送ポンプ運搬車

【機能要求②】
○代替安全冷却水系の主配管等
○代替安全冷却水系の主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○貯槽（項目番号６に示したものと同様）
○可搬型中型移送ポンプ
○可搬型建屋外ホース

－ －

<主配管>
・個数
・取付個所
・最高使用圧力
・最高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
<容器>
・種類
・個数
・取付個所
・容量
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料
<ポンプ>
・種類
・個数
・取付個所
・容量
・吐出圧力
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料
・原動機

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-8-2-2　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
3.　冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処
3.2　貯槽等への注水
3.2.1　貯槽等への注水に使用する設備
3.2.1.1　代替安全冷却水系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全冷却水系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全冷却水系

828



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

－ －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-2-2　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
2.3　代替安全冷却水系及び関連設備の系統設計
方針
2.3.3　冷却コイル等への通水による冷却に使用
する設備
2.3.3.1　代替安全冷却水系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全冷却水系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全冷却水系

－ －18

　代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと冷却コイル又は冷却ジャ
ケットへの通水で使用する主配管等(以下7.2.2.3では「冷却コイル配管・
弁又は冷却ジャケット配管・弁」という)を可搬型建屋外ホース，可搬型
建屋内ホース等を用いて接続した上で，可搬型中型移送ポンプを運転する
ことで，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器の冷却
コイル又は冷却ジャケットへ通水し，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」
の発生を仮定する機器に内包する溶液の温度を低下させ，未沸騰状態を維
持できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

○代替安全冷却水系の主配管等
○代替安全冷却水系の主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○貯槽（項目番号６に示したものと同様）
○可搬型中型移送ポンプ
○可搬型建屋外ホース
○可搬型排水受槽
○運搬車
○ホース展張車
○可搬型中型移送ポンプ運搬車

設計方針

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全冷却水系の系統構成や設備仕様を説明す
る。

【2.3.4.1　代替安全冷却水系】
　代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと
冷却水配管・弁(凝縮器)を可搬型建屋外ホース，
可搬型建屋内ホース，凝縮器冷却水給排水配管・
弁，可搬型排水受槽，高レベル廃液ガラス固化建
屋の可搬型配管，可搬型中型移送ポンプ運搬車，
ホース展張車及び運搬車を用いて接続した上で，
可搬型中型移送ポンプを運転することで，代替換
気設備のセル導出設備の凝縮器へ通水し，溶液の
沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮できる設計とす
る。

－ － －19

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと冷却水配管・弁(凝縮器)を
可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用いて接続した上で，可搬
型中型移送ポンプを運転することで，代替換気設備のセル導出設備の凝縮
器へ通水し，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

○代替安全冷却水系の主配管等
○代替安全冷却水系の主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○可搬型配管
○可搬型中型移送ポンプ
○可搬型建屋外ホース
○可搬型排水受槽
○運搬車
○ホース展張車
○可搬型中型移送ポンプ運搬車

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全冷却水系の系統構成や設備仕様を説明す
る。

【2.3.3.1　代替安全冷却水系】
代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと冷
却コイル又は冷却ジャケットへの通水で使用する
主配管等(以下「冷却コイル配管・弁又は冷却
ジャケット配管・弁」という)を可搬型建屋外
ホース，可搬型建屋内ホース，冷却水給排水配
管・弁，可搬型排水受槽，可搬型中型移送ポンプ
運搬車，ホース展張車及び運搬車を用いて接続し
た上で，可搬型中型移送ポンプを運転すること
で，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を
仮定する機器の冷却コイル又は冷却ジャケットへ
通水し，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発
生を仮定する機器に内包する溶液の温度を低下さ
せ，未沸騰状態を維持できる設計とする。

－ － －

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-2-2　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
2.3　代替安全冷却水系及び関連設備の系統設計
方針
2.3.4　凝縮器への通水に使用する設備
2.3.4.1　代替安全冷却水系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全冷却水系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全冷却水系
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

18

　代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと冷却コイル又は冷却ジャ
ケットへの通水で使用する主配管等(以下7.2.2.3では「冷却コイル配管・
弁又は冷却ジャケット配管・弁」という)を可搬型建屋外ホース，可搬型
建屋内ホース等を用いて接続した上で，可搬型中型移送ポンプを運転する
ことで，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器の冷却
コイル又は冷却ジャケットへ通水し，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」
の発生を仮定する機器に内包する溶液の温度を低下させ，未沸騰状態を維
持できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

○代替安全冷却水系の主配管等
○代替安全冷却水系の主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○貯槽（項目番号６に示したものと同様）
○可搬型中型移送ポンプ
○可搬型建屋外ホース
○可搬型排水受槽
○運搬車
○ホース展張車
○可搬型中型移送ポンプ運搬車

設計方針

19

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと冷却水配管・弁(凝縮器)を
可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用いて接続した上で，可搬
型中型移送ポンプを運転することで，代替換気設備のセル導出設備の凝縮
器へ通水し，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

○代替安全冷却水系の主配管等
○代替安全冷却水系の主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○可搬型配管
○可搬型中型移送ポンプ
○可搬型建屋外ホース
○可搬型排水受槽
○運搬車
○ホース展張車
○可搬型中型移送ポンプ運搬車

設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-8-2-2　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
3.　冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処
3.3　冷却コイル等への通水による冷却
3.3.1　冷却コイル等への通水による冷却に使用
する設備
3.3.1.1　代替安全冷却水系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全冷却水系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全冷却水系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全冷却水系の系統構成や設備仕様を説明す
る。

【2.3.3.1　代替安全冷却水系】
代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと冷
却コイル又は冷却ジャケットへの通水で使用する
主配管等(以下「冷却コイル配管・弁又は冷却
ジャケット配管・弁」という)を可搬型建屋外
ホース，可搬型建屋内ホース，冷却水給排水配
管・弁，可搬型排水受槽，可搬型中型移送ポンプ
運搬車，ホース展張車及び運搬車を用いて接続し
た上で，可搬型中型移送ポンプを運転すること
で，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を
仮定する機器の冷却コイル又は冷却ジャケットへ
通水し，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発
生を仮定する機器に内包する溶液の温度を低下さ
せ，未沸騰状態を維持できる設計とする。

○ －

○運搬車
○ホース展張車
○可搬型中型移送ポンプ運搬車

【機能要求②】
○代替安全冷却水系の主配管等
○代替安全冷却水系の主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○貯槽（項目番号６に示したものと同様）
○可搬型中型移送ポンプ
○可搬型建屋外ホース
○可搬型排水受槽

－ －

<主配管>
・個数
・取付個所
・最高使用圧力
・最高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
<容器>
・種類
・個数
・取付個所
・容量
・最高使用圧力
・最高使用温度
・伝熱面積
・主要寸法
・主要材料
<ポンプ>
・種類
・個数
・取付個所
・容量
・吐出圧力
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料
・原動機

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-8-2-2　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
3.　冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処
3.4　凝縮器への通水
3.4.1　凝縮器への通水に使用する設備
3.4.1.1　代替安全冷却水系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全冷却水系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全冷却水系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全冷却水系の系統構成や設備仕様を説明す
る。

【2.3.4.1　代替安全冷却水系】
　代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと
冷却水配管・弁(凝縮器)を可搬型建屋外ホース，
可搬型建屋内ホース，凝縮器冷却水給排水配管・
弁，可搬型排水受槽，高レベル廃液ガラス固化建
屋の可搬型配管，可搬型中型移送ポンプ運搬車，
ホース展張車及び運搬車を用いて接続した上で，
可搬型中型移送ポンプを運転することで，代替換
気設備のセル導出設備の凝縮器へ通水し，溶液の
沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮できる設計とす
る。

○ －

○運搬車
○ホース展張車
○可搬型中型移送ポンプ運搬車

【機能要求②】
○代替安全冷却水系の主配管等
○代替安全冷却水系の主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○可搬型配管
○可搬型中型移送ポンプ
○可搬型建屋外ホース
○可搬型排水受槽

－ －

<主配管>
・個数
・取付個所
・最高使用圧力
・最高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
<容器>
・種類
・個数
・取付個所
・容量
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料
<ポンプ>
・種類
・個数
・取付個所
・容量
・吐出圧力
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料
・原動機
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

21
　代替換気設備のセル導出設備の凝縮器の詳細については，第2章　個別
項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.6　代替換気設備」に示
す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-2-2　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
2.3　代替安全冷却水系及び関連設備の系統設計
方針
2.3.4　凝縮器への通水に使用する設備
2.3.4.1　代替安全冷却水系

【2.3.4.1　代替安全冷却水系】
なお，代替換気設備のセル導出設備の凝縮器の詳
細については，「Ⅵ－１－６－２　代替換気設備
に関する説明書」に示す。

－ － － － －

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-2-2　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
2.3　代替安全冷却水系及び関連設備の系統設計
方針
2.3.1　内部ループへの通水による冷却に使用す
る設備
2.3.1.1　代替安全冷却水系

Ⅵ-1-1-2-2　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
2.3　代替安全冷却水系及び関連設備の系統設計
方針
2.3.3　冷却コイル等への通水による冷却に使用
する設備
2.3.3.1　代替安全冷却水系

Ⅵ-1-1-2-2　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
2.3　代替安全冷却水系及び関連設備の系統設計
方針
2.3.4　凝縮器への通水に使用する設備
2.3.4.1　代替安全冷却水系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全冷却水系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全冷却水系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全冷却水系の系統構成や設備仕様を説明す
る。

【2.3.1.1　代替安全冷却水系】
代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと可
搬型排水受槽を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋
内ホース，冷却水給排水配管・弁，可搬型排水受
槽，可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車
及び運搬車を用いて接続した上で，内部ループへ
の通水に使用した排水を可搬型排水受槽に一旦貯
留した後，可搬型中型移送ポンプを運転すること
で，可搬型排水受槽の排水を水供給設備の第1貯
水槽へ移送し，排水を再び水源として用いること
ができる設計とする。

【2.3.3.1　代替安全冷却水系】
代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと可
搬型排水受槽を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋
内ホース，冷却水給排水配管・弁，可搬型排水受
槽，可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車
及び運搬車を用いて接続した上で，冷却コイル又
は冷却ジャケットへの通水に使用した排水を可搬
型排水受槽に一旦貯留した後，可搬型中型移送ポ
ンプを運転することで，可搬型排水受槽の排水を
水供給設備の第1貯水槽へ移送し，排水を再び水
源として用いることができる設計とする。

【2.3.4.1　代替安全冷却水系】
代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと可
搬型排水受槽を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋
内ホース，凝縮器冷却水給排水配管・弁，可搬型
排水受槽，高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型
配管，可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展張
車及び運搬車を用いて接続した上で，代替換気設
備のセル導出設備の凝縮器への通水に使用した排
水を可搬型排水受槽に一旦貯留した後，可搬型中
型移送ポンプを運転することで，可搬型排水受槽
の排水を水供給設備の第1貯水槽へ移送し，排水
を再び水源として用いることができる設計とす
る。

－ － －20

　代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと可搬型排水受槽を可搬型
建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用いて接続した上で，内部ループ
への通水，冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水及び代替換気設備のセ
ル導出設備の凝縮器への通水に使用した排水を可搬型排水受槽に一旦貯留
した後，可搬型中型移送ポンプを運転することで，可搬型排水受槽の排水
を水供給設備の第１貯水槽へ移送し，排水を再び水源として用いることが
できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

○代替安全冷却水系の主配管等
○代替安全冷却水系の主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○可搬型配管
○膨張槽
○貯槽（項目番号６に示したものと同様）
○可搬型中型移送ポンプ
○可搬型建屋外ホース
○可搬型排水受槽
○運搬車
○ホース展張車
○可搬型中型移送ポンプ運搬車

－ －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

21
　代替換気設備のセル導出設備の凝縮器の詳細については，第2章　個別
項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.6　代替換気設備」に示
す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

設計方針20

　代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと可搬型排水受槽を可搬型
建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用いて接続した上で，内部ループ
への通水，冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水及び代替換気設備のセ
ル導出設備の凝縮器への通水に使用した排水を可搬型排水受槽に一旦貯留
した後，可搬型中型移送ポンプを運転することで，可搬型排水受槽の排水
を水供給設備の第１貯水槽へ移送し，排水を再び水源として用いることが
できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

○代替安全冷却水系の主配管等
○代替安全冷却水系の主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○可搬型配管
○膨張槽
○貯槽（項目番号６に示したものと同様）
○可搬型中型移送ポンプ
○可搬型建屋外ホース
○可搬型排水受槽
○運搬車
○ホース展張車
○可搬型中型移送ポンプ運搬車

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － － － － － －
【2.3.4.1　代替安全冷却水系】
なお，代替換気設備のセル導出設備の凝縮器の詳
細については，「Ⅵ－１－６－２　代替換気設備
に関する説明書」に示す。

－

<主配管>
・個数
・取付個所
・最高使用圧力
・最高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
<容器>
・種類
・個数
・取付個所
・容量
・最高使用圧力
・最高使用温度
・伝熱面積
・主要寸法
・主要材料
<ポンプ>
・種類
・個数
・取付個所
・容量
・吐出圧力
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料
・原動機

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-8-2-2　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
3.　冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処
3.1　内部ループへの通水による冷却
3.1.1　内部ループへの通水による冷却に使用す
る設備
3.1.1.1　代替安全冷却水系

Ⅵ-1-8-2-2　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
3.　冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処
3.3　冷却コイル等への通水による冷却
3.3.1　冷却コイル等への通水による冷却に使用
する設備
3.3.1.1　代替安全冷却水系

Ⅵ-1-8-2-2　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
3.　冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処
3.4　凝縮器への通水
3.4.1　凝縮器への通水に使用する設備
3.4.1.1　代替安全冷却水系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全冷却水系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全冷却水系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全冷却水系の系統構成や設備仕様を説明す
る。

【2.3.1.1　代替安全冷却水系】
代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと可
搬型排水受槽を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋
内ホース，冷却水給排水配管・弁，可搬型排水受
槽，可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車
及び運搬車を用いて接続した上で，内部ループへ
の通水に使用した排水を可搬型排水受槽に一旦貯
留した後，可搬型中型移送ポンプを運転すること
で，可搬型排水受槽の排水を水供給設備の第1貯
水槽へ移送し，排水を再び水源として用いること
ができる設計とする。

【2.3.3.1　代替安全冷却水系】
代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと可
搬型排水受槽を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋
内ホース，冷却水給排水配管・弁，可搬型排水受
槽，可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車
及び運搬車を用いて接続した上で，冷却コイル又
は冷却ジャケットへの通水に使用した排水を可搬
型排水受槽に一旦貯留した後，可搬型中型移送ポ
ンプを運転することで，可搬型排水受槽の排水を
水供給設備の第1貯水槽へ移送し，排水を再び水
源として用いることができる設計とする。

【2.3.4.1　代替安全冷却水系】
代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと可
搬型排水受槽を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋
内ホース，凝縮器冷却水給排水配管・弁，可搬型
排水受槽，高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型
配管，可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展張
車及び運搬車を用いて接続した上で，代替換気設
備のセル導出設備の凝縮器への通水に使用した排
水を可搬型排水受槽に一旦貯留した後，可搬型中
型移送ポンプを運転することで，可搬型排水受槽
の排水を水供給設備の第1貯水槽へ移送し，排水
を再び水源として用いることができる設計とす
る。

○ －

○運搬車
○ホース展張車
○可搬型中型移送ポンプ運搬車

【機能要求②】
○代替安全冷却水系の主配管等
○代替安全冷却水系の主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○可搬型配管
○膨張槽
○貯槽（項目番号６に示したものと同様）
○可搬型中型移送ポンプ
○可搬型建屋外ホース
○可搬型排水受槽

－
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

22
　代替安全冷却水系の冷却水給排水配管・弁等は，共通要因によって安全
冷却水系と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，弁等により隔
離することで，安全冷却水系に対して独立性を有する設計とする。

機能要求①
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(多様性，位置
的分散等)

－ － － － －

23

　上記以外の代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備の内部ループ配
管・弁等は，可能な限り独立性又は位置的分散を図った上で，想定される
重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重及びその他の使用
条件において，その機能を確実に発揮できる設計とする。

機能要求①
設置要求

代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(多様性，位置
的分散等)

－ － － － －

24

　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，共通要因によって安全冷
却水系と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，電気駆動である
安全冷却水系の冷却水循環ポンプ及び内部ループの冷却水を循環するため
のポンプと異なる駆動方式である空冷式のディーゼルエンジンにより駆動
し，必要な燃料は，補機駆動用燃料補給設備から補給が可能な設計とする
ことで，安全冷却水系に対して多様性を有する設計とする。

機能要求①
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(多様性，位置
的分散等)

－ － － － －

25
　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプを使用した水の供給は，水供
給設備の第1貯水槽を水源とすることで，大気を最終ヒートシンクとする
安全冷却水系に対して異なるヒートシンクを有する設計とする。

機能要求①
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(多様性，位置
的分散等)

－ － － － －

26

　代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，共通要因によって安全冷却水系
又は代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備と同時にその機能が損な
われるおそれがないよう，建屋外に設置することで，独立性を有する設計
とする。

設置要求
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、13、16
図）

設計方針(多様性，位置
的分散等)

－ － － － －

27

　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型排水受槽，可搬型建
屋外ホース等は，共通要因によって安全冷却水系又は代替安全冷却水系の
常設重大事故等対処設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう
に，故障時バックアップを含めて必要な数量を安全冷却水系又は代替安全
冷却水系の常設重大事故等対処設備が設置される建屋から100m以上の離隔
距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して保管することで位置的分
散を図る設計とする。また，屋外に設置する安全冷却水系の冷却塔からも
100m以上の離隔距離を確保する設計とする。

設置要求
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(多様性，位置
的分散等)

－ － － － －

28

　代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等は，共通要因によって安全冷
却水系又は代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備と同時にその機能
が損なわれるおそれがないように，故障時バックアップも含めて必要な数
量を安全冷却水系又は代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備が設置
される建屋から100m以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管する
とともに，対処を行う建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とす
る。また，屋外に設置する安全冷却水系の冷却塔からも100m以上の離隔距
離を確保する設計とする。対処を行う建屋内に保管する場合は安全冷却水
系又は代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備が設置される場所と異
なる場所に保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(多様性，位置
的分散等)

－ － － － －

29

　建屋の外から水を供給する代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，
可搬型建屋内ホース等と代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁，機器注
水配管・弁，冷却コイル配管・弁，冷却ジャケット配管・弁等の常設重大
事故等対処設備との接続口は，共通要因によって接続することができなく
なることを防止するため，複数のアクセスルートを踏まえて自然現象，人
為事象及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して前処
理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高
レベル廃液ガラス固化建屋内の適切に離隔した隣接しない位置の異なる複
数の場所に設置する設計とする。また，溢水，化学薬品漏えい及び火災に
よって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，それぞれ互いに異
なる複数の場所に設置する設計とする。

設置要求
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(多様性，位置
的分散等)

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.4　放射性廃棄物の廃棄施設
8.4.1　代替換気設備
(2)　多様性，位置的分散等

【8.4.1　代替換気設備　(2)　多様性，位置的分
散等】
　代替安全冷却水系の高レベル廃液ガラス固化建
屋の内部ループへの通水，冷却コイル又は冷却
ジャケットへの通水で使用する主配管等(以下
8.6.3.1では「冷却水給排水配管・弁」という)，
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯槽等への注水で
使用する主配管等(以下8.6.3.1では「冷却水注水
配管・弁」という)及び高レベル廃液ガラス固化
建屋の凝縮器への通水で使用する主配管等(以下
8.6.3.1では「凝縮器冷却水給排水配管・弁」と
いう)は，共通要因によって安全冷却水系と同時
にその機能が損なわれるおそれがないよう，弁等
により隔離することで，安全冷却水系に対して独
立性を有する設計とする。
　上記以外の代替安全冷却水系の常設重大事故等
対処設備の内部ループへの通水で使用する主配管
等(以下8.6.3.1では「内部ループ配管・弁」とい
う)，冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水で
使用する主配管等(以下8.6.3.1では「冷却コイル
配管・弁又は冷却ジャケット配管・弁」とい
う)，貯槽等への注水で使用する主配管等(以下
8.6.3.1では「機器注水配管・弁」という)，凝縮
器への通水で使用する主配管等(以下8.6.3.1では
「冷却水配管・弁(凝縮器)」という)は，可能な
限り独立性又は位置的分散を図った上で，想定さ
れる重大事故等が発生した場合における温度，放
射線，荷重及びその他の使用条件において，その
機能を確実に発揮できる設計とする。
　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，
共通要因によって安全冷却水系と同時にその機能
が損なわれるおそれがないよう，電気駆動である
安全冷却水系の冷却水循環ポンプ及び内部ループ
の冷却水を循環するためのポンプと異なる駆動方
式である空冷式のディーゼルエンジンにより駆動
し，必要な燃料は，補機駆動用燃料補給設備から
補給が可能な設計とすることで，安全冷却水系に
対して多様性を有する設計とする。
　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプを使
用した水の供給は，水供給設備の第1貯水槽を水
源とすることで，大気を最終ヒートシンクとする
安全冷却水系に対して異なるヒートシンクを有す
る設計とする。
　代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，共通要
因によって安全冷却水系又は代替安全冷却水系の
常設重大事故等対処設備と同時にその機能が損な
われるおそれがないよう，建屋外に設置すること
で，独立性を有する設計とする。
　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可
搬型排水受槽，可搬型建屋外ホース，可搬型中型
移送ポンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車は，
共通要因によって安全冷却水系又は代替安全冷却
水系の常設重大事故等対処設備と同時にその機能
が損なわれるおそれがないように，故障時バック
アップを含めて必要な数量を安全冷却水系又は代
替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備が設置
される建屋から100m以上の離隔距離を確保した複
数の外部保管エリアに分散して保管することで位
置的分散を図る設計とする。また，屋外に設置す
る安全冷却水系の冷却塔からも100m以上の離隔距
離を確保する設計とする。
　代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース及び高
レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管は，共通
要因によって安全冷却水系又は代替安全冷却水系
の常設重大事故等対処設備と同時にその機能が損
なわれるおそれがないように，故障時バックアッ
プも含めて必要な数量を安全冷却水系又は代替安
全冷却水系の常設重大事故等対処設備が設置され
る建屋から100m以上の離隔距離を確保した外部保
管エリアに保管するとともに，対処を行う建屋に
も保管することで位置的分散を図る設計とする。
また，屋外に設置する安全冷却水系の冷却塔から
も100m以上の離隔距離を確保する設計とする。対
処を行う建屋内に保管する場合は安全冷却水系又
は代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備が
設置される場所と異なる場所に保管することで位
置的分散を図る設計とする。
　建屋の外から水を供給する代替安全冷却水系の
可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋内ホース等と
代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁，機器注
水配管・弁，冷却コイル配管・弁，冷却ジャケッ
ト配管・弁等の常設重大事故等対処設備との接続
口は，共通要因によって接続することができなく
なることを防止するため，複数のアクセスルート
を踏まえて自然現象，人為事象及び故意による大
型航空機の衝突その他のテロリズムに対して前処
理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建
屋内の適切に離隔した隣接しない位置の異なる複
数の場所に設置する設計とする。また，溢水，化
学薬品漏えい及び火災によって同時にその機能が
損なわれるおそれがないよう，それぞれ互いに異
なる複数の場所に設置する設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２
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番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

22
　代替安全冷却水系の冷却水給排水配管・弁等は，共通要因によって安全
冷却水系と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，弁等により隔
離することで，安全冷却水系に対して独立性を有する設計とする。

機能要求①
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(多様性，位置
的分散等)

23

　上記以外の代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備の内部ループ配
管・弁等は，可能な限り独立性又は位置的分散を図った上で，想定される
重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重及びその他の使用
条件において，その機能を確実に発揮できる設計とする。

機能要求①
設置要求

代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(多様性，位置
的分散等)

24

　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，共通要因によって安全冷
却水系と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，電気駆動である
安全冷却水系の冷却水循環ポンプ及び内部ループの冷却水を循環するため
のポンプと異なる駆動方式である空冷式のディーゼルエンジンにより駆動
し，必要な燃料は，補機駆動用燃料補給設備から補給が可能な設計とする
ことで，安全冷却水系に対して多様性を有する設計とする。

機能要求①
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(多様性，位置
的分散等)

25
　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプを使用した水の供給は，水供
給設備の第1貯水槽を水源とすることで，大気を最終ヒートシンクとする
安全冷却水系に対して異なるヒートシンクを有する設計とする。

機能要求①
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(多様性，位置
的分散等)

26

　代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，共通要因によって安全冷却水系
又は代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備と同時にその機能が損な
われるおそれがないよう，建屋外に設置することで，独立性を有する設計
とする。

設置要求
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、13、16
図）

設計方針(多様性，位置
的分散等)

27

　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型排水受槽，可搬型建
屋外ホース等は，共通要因によって安全冷却水系又は代替安全冷却水系の
常設重大事故等対処設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう
に，故障時バックアップを含めて必要な数量を安全冷却水系又は代替安全
冷却水系の常設重大事故等対処設備が設置される建屋から100m以上の離隔
距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して保管することで位置的分
散を図る設計とする。また，屋外に設置する安全冷却水系の冷却塔からも
100m以上の離隔距離を確保する設計とする。

設置要求
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(多様性，位置
的分散等)

28

　代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等は，共通要因によって安全冷
却水系又は代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備と同時にその機能
が損なわれるおそれがないように，故障時バックアップも含めて必要な数
量を安全冷却水系又は代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備が設置
される建屋から100m以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管する
とともに，対処を行う建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とす
る。また，屋外に設置する安全冷却水系の冷却塔からも100m以上の離隔距
離を確保する設計とする。対処を行う建屋内に保管する場合は安全冷却水
系又は代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備が設置される場所と異
なる場所に保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(多様性，位置
的分散等)

29

　建屋の外から水を供給する代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，
可搬型建屋内ホース等と代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁，機器注
水配管・弁，冷却コイル配管・弁，冷却ジャケット配管・弁等の常設重大
事故等対処設備との接続口は，共通要因によって接続することができなく
なることを防止するため，複数のアクセスルートを踏まえて自然現象，人
為事象及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して前処
理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高
レベル廃液ガラス固化建屋内の適切に離隔した隣接しない位置の異なる複
数の場所に設置する設計とする。また，溢水，化学薬品漏えい及び火災に
よって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，それぞれ互いに異
なる複数の場所に設置する設計とする。

設置要求
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(多様性，位置
的分散等)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 代替安全冷却水系 － － －

○ － 代替安全冷却水系 － － －

○ － 代替安全冷却水系 － － －

○ － 代替安全冷却水系 － － －

○ － 代替安全冷却水系 － － －

○ － 代替安全冷却水系 － － －

○ － 代替安全冷却水系 － － －

○ － 代替安全冷却水系 － － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2.3  多様性，位置的分散等

Ⅵ-1-5-2-2　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
4.　重大事故等対処設備の設計方針

【8.4.1　代替換気設備　(2)　多様性，位置的分
散等】
　代替安全冷却水系の高レベル廃液ガラス固化建
屋の内部ループへの通水，冷却コイル又は冷却
ジャケットへの通水で使用する主配管等(以下
8.6.3.1では「冷却水給排水配管・弁」という)，
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯槽等への注水で
使用する主配管等(以下8.6.3.1では「冷却水注水
配管・弁」という)及び高レベル廃液ガラス固化
建屋の凝縮器への通水で使用する主配管等(以下
8.6.3.1では「凝縮器冷却水給排水配管・弁」と
いう)は，共通要因によって安全冷却水系と同時
にその機能が損なわれるおそれがないよう，弁等
により隔離することで，安全冷却水系に対して独
立性を有する設計とする。
　上記以外の代替安全冷却水系の常設重大事故等
対処設備の内部ループへの通水で使用する主配管
等(以下8.6.3.1では「内部ループ配管・弁」とい
う)，冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水で
使用する主配管等(以下8.6.3.1では「冷却コイル
配管・弁又は冷却ジャケット配管・弁」とい
う)，貯槽等への注水で使用する主配管等(以下
8.6.3.1では「機器注水配管・弁」という)，凝縮
器への通水で使用する主配管等(以下8.6.3.1では
「冷却水配管・弁(凝縮器)」という)は，可能な
限り独立性又は位置的分散を図った上で，想定さ
れる重大事故等が発生した場合における温度，放
射線，荷重及びその他の使用条件において，その
機能を確実に発揮できる設計とする。
　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，
共通要因によって安全冷却水系と同時にその機能
が損なわれるおそれがないよう，電気駆動である
安全冷却水系の冷却水循環ポンプ及び内部ループ
の冷却水を循環するためのポンプと異なる駆動方
式である空冷式のディーゼルエンジンにより駆動
し，必要な燃料は，補機駆動用燃料補給設備から
補給が可能な設計とすることで，安全冷却水系に
対して多様性を有する設計とする。
　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプを使
用した水の供給は，水供給設備の第1貯水槽を水
源とすることで，大気を最終ヒートシンクとする
安全冷却水系に対して異なるヒートシンクを有す
る設計とする。
　代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，共通要
因によって安全冷却水系又は代替安全冷却水系の
常設重大事故等対処設備と同時にその機能が損な
われるおそれがないよう，建屋外に設置すること
で，独立性を有する設計とする。
　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可
搬型排水受槽，可搬型建屋外ホース，可搬型中型
移送ポンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車は，
共通要因によって安全冷却水系又は代替安全冷却
水系の常設重大事故等対処設備と同時にその機能
が損なわれるおそれがないように，故障時バック
アップを含めて必要な数量を安全冷却水系又は代
替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備が設置
される建屋から100m以上の離隔距離を確保した複
数の外部保管エリアに分散して保管することで位
置的分散を図る設計とする。また，屋外に設置す
る安全冷却水系の冷却塔からも100m以上の離隔距
離を確保する設計とする。
　代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース及び高
レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管は，共通
要因によって安全冷却水系又は代替安全冷却水系
の常設重大事故等対処設備と同時にその機能が損
なわれるおそれがないように，故障時バックアッ
プも含めて必要な数量を安全冷却水系又は代替安
全冷却水系の常設重大事故等対処設備が設置され
る建屋から100m以上の離隔距離を確保した外部保
管エリアに保管するとともに，対処を行う建屋に
も保管することで位置的分散を図る設計とする。
また，屋外に設置する安全冷却水系の冷却塔から
も100m以上の離隔距離を確保する設計とする。対
処を行う建屋内に保管する場合は安全冷却水系又
は代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備が
設置される場所と異なる場所に保管することで位
置的分散を図る設計とする。
　建屋の外から水を供給する代替安全冷却水系の
可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋内ホース等と
代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁，機器注
水配管・弁，冷却コイル配管・弁，冷却ジャケッ
ト配管・弁等の常設重大事故等対処設備との接続
口は，共通要因によって接続することができなく
なることを防止するため，複数のアクセスルート
を踏まえて自然現象，人為事象及び故意による大
型航空機の衝突その他のテロリズムに対して前処
理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建
屋内の適切に離隔した隣接しない位置の異なる複
数の場所に設置する設計とする。また，溢水，化
学薬品漏えい及び火災によって同時にその機能が
損なわれるおそれがないよう，それぞれ互いに異
なる複数の場所に設置する設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

30

　一つの接続口で「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機
器への注水及び放射線分解により発生する水素による爆発の圧縮空気の供
給のために兼用して使用する代替安全冷却水系の機器注水配管・弁は，そ
れぞれの機能に必要な容量が確保できる接続口を設ける設計とする。

機能要求②
○代替安全冷却水系の主配管等
○代替安全冷却水系の主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）

設計方針(個数及び容
量)

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.3　冷却水設備
8.6.3.1　代替安全冷却水系
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説明
する。

【8.6.3.1　代替安全冷却水系　(3)　個数及び容
量】
　一つの接続口で「冷却機能の喪失による蒸発乾
固」の発生を仮定する機器への注水及び放射線分
解により発生する水素による爆発の圧縮空気の供
給のために兼用して使用する代替安全冷却水系の
機器注水配管・弁は，それぞれの機能に必要な容
量が確保できる接続口を設ける設計とする。

－ － － － －

31

　代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁，冷却コイル配管・弁及び冷却
ジャケット配管・弁は，弁等の操作によって安全機能を有する施設として
使用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすることに
より，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、13図）

設計方針(悪影響防止) － － － － －

32

　代替安全冷却水系の機器注水配管・弁等は，重大事故等発生前(通常時)
の離隔若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事故等対
処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさな
い設計とする。

機能要求①
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-10、16図）

設計方針(悪影響防止) － － － － －

33
　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，回転体が飛散することを
防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(悪影響防止) － － － － －

34
　屋外に保管する代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型排水
受槽等は，竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措置を
とることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置） 基本方針(悪影響防止) － － － － －

35

　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，「冷却機能の喪失による
蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶液の冷却，同機器への注水
及び代替換気設備のセル導出設備の凝縮器が所定の除熱能力を発揮するた
めに必要な給水流量を有する設計とするとともに，保有数は，必要数並び
に予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを含め
十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

可搬型中型移送ポンプ
設計方針(個数及び容
量)

－ － － － －

36

　代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，想定される重大事故等時におい
て，冷却に使用した排水を受けるために必要な容量を有する設計とすると
ともに，保有数は，必要数及び予備として故障時のバックアップを含め十
分な基数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

可搬型排水受槽
設計方針(個数及び容
量)

－ － － － －

37

　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，「冷却機能の喪失による
蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶液を冷却している内部ルー
プへの通水，同機器への注水，冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水及
び代替換気設備のセル導出設備の凝縮器等への通水を同時に実施する場合
に必要な給水流量を有する設計とし，兼用できる設計とする。

機能要求② 可搬型中型移送ポンプ
設計方針(個数及び容
量)

－ － － － －

38
　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，同時に発生する可能性の
ある事故への対処も含めて必要な容量を確保する設計とする。

機能要求② 可搬型中型移送ポンプ
設計方針(個数及び容
量)

－ － － － －

39

　代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，「冷却機能の喪失による蒸発乾
固」の発生を仮定する機器に内包する溶液を冷却している内部ループへの
通水，冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水及び代替換気設備のセル導
出設備の凝縮器等への通水を同時に実施した場合に発生する排水を一時貯
留するために必要な容量を有する設計とし，兼用できる設計とする。

機能要求② 可搬型排水受槽
設計方針(個数及び容
量)

－ － － － －

40

　代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホースのうち，内部ループへの通水，
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器への注水，代替
換気設備のセル導出設備の凝縮器等への通水に使用する可搬型建屋内ホー
スは，複数の敷設ルートで対処できるよう必要数を複数の敷設ルートに確
保するとともに，建屋内に保管するホースについては予備を含めた個数を
必要数として確保する設計とする。

設置要求
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(個数及び容
量)

－ － － － －

41

　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型排水受槽等は，安全
冷却水系の冷却機能の喪失を想定し，その範囲が系統で機能喪失する冷却
機能の喪失による蒸発乾固に対処することから，当該系統の範囲ごとに重
大事故等への対処に必要な設備を1セット確保する設計とする。

設置要求
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(個数及び容
量)

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.3　冷却水設備
8.6.3.1　代替安全冷却水系
(4)　悪影響防止

【8.6.3.1　代替安全冷却水系　(4)　悪影響防
止】
　代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁，冷却
コイル配管・弁及び冷却ジャケット配管・弁は，
弁等の操作によって安全機能を有する施設として
使用する系統構成から重大事故等対処設備として
の系統構成とすることにより，他の設備に悪影響
を及ぼさない設計とする。
　代替安全冷却水系の機器注水配管・弁，冷却水
給排水配管・弁，冷却水注水配管・弁，冷却水配
管・弁（凝縮器）及び凝縮器冷却水給排水配管・
弁は，重大事故等発生前(通常時)の離隔若しくは
分離された状態から弁等の操作や接続により重大
事故等対処設備としての系統構成とすることによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，
回転体が飛散することを防ぐことで他の設備に悪
影響を及ぼさない設計とする。
　屋外に保管する代替安全冷却水系の可搬型中型
移送ポンプ，可搬型排水受槽，可搬型建屋外ホー
ス，可搬型建屋内ホース，高レベル廃液ガラス固
化建屋の可搬型配管，可搬型中型移送ポンプ運搬
車，ホース展張車及び運搬車は，竜巻により飛来
物とならないよう必要に応じて固縛等の措置をと
ることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.3　冷却水設備
8.6.3.1　代替安全冷却水系
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説明
する。

【8.6.3.1　代替安全冷却水系　(3)　個数及び容
量】
　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定
する機器に内包する溶液の冷却，同機器への注水
及び代替換気設備のセルへの導出経路の構築をす
るために必要な設備(以下8.4.1では「セル導出設
備」という)の凝縮器が所定の除熱能力を発揮す
るために必要な給水流量を有する設計とするとと
もに，保有数は，必要数として6台，予備として
故障時及び保守点検による待機除外時のバック
アップを7台の合計13台を確保する設計とする。
　代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，想定さ
れる重大事故等時において，冷却に使用した排水
を受けるために必要な容量を有する設計とすると
ともに，保有数は，必要数として8基，予備とし
て故障時のバックアップを8基の合計16基を確保
する設計とする。
　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定
する機器に内包する溶液を冷却している内部ルー
プへの通水，同機器への注水，冷却コイル又は冷
却ジャケットへの通水及び代替換気設備のセル導
出設備の凝縮器等への通水を同時に実施する場合
に必要な給水流量を有する設計とし，兼用できる
設計とする。
　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，
同時に発生する可能性のある事故への対処も含め
て必要な容量を確保する設計とする。
　代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，「冷却
機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機
器に内包する溶液を冷却している内部ループへの
通水，冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水及
び代替換気設備のセル導出設備の凝縮器等への通
水を同時に実施した場合に発生する排水を一時貯
留するために必要な容量を有する設計とし，兼用
できる設計とする。
　代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホースのう
ち，内部ループへの通水，「冷却機能の喪失によ
る蒸発乾固」の発生を仮定する機器への注水，代
替換気設備のセル導出設備の凝縮器等への通水に
使用する可搬型建屋内ホースは，複数の敷設ルー
トで対処できるよう必要数を複数の敷設ルートに
確保するとともに，建屋内に保管するホースにつ
いては1本以上の予備を含めた個数を必要数とし
て確保する設計とする。
　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可
搬型排水受槽等は，安全冷却水系の冷却機能の喪
失を想定し，その範囲が系統で機能喪失する冷却
機能の喪失による蒸発乾固に対処することから，
当該系統の範囲ごとに重大事故等への対処に必要
な設備を1セット確保する設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

30

　一つの接続口で「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機
器への注水及び放射線分解により発生する水素による爆発の圧縮空気の供
給のために兼用して使用する代替安全冷却水系の機器注水配管・弁は，そ
れぞれの機能に必要な容量が確保できる接続口を設ける設計とする。

機能要求②
○代替安全冷却水系の主配管等
○代替安全冷却水系の主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）

設計方針(個数及び容
量)

31

　代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁，冷却コイル配管・弁及び冷却
ジャケット配管・弁は，弁等の操作によって安全機能を有する施設として
使用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすることに
より，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、13図）

設計方針(悪影響防止)

32

　代替安全冷却水系の機器注水配管・弁等は，重大事故等発生前(通常時)
の離隔若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事故等対
処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさな
い設計とする。

機能要求①
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-10、16図）

設計方針(悪影響防止)

33
　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，回転体が飛散することを
防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(悪影響防止)

34
　屋外に保管する代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型排水
受槽等は，竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措置を
とることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置） 基本方針(悪影響防止)

35

　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，「冷却機能の喪失による
蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶液の冷却，同機器への注水
及び代替換気設備のセル導出設備の凝縮器が所定の除熱能力を発揮するた
めに必要な給水流量を有する設計とするとともに，保有数は，必要数並び
に予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを含め
十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

可搬型中型移送ポンプ
設計方針(個数及び容
量)

36

　代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，想定される重大事故等時におい
て，冷却に使用した排水を受けるために必要な容量を有する設計とすると
ともに，保有数は，必要数及び予備として故障時のバックアップを含め十
分な基数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

可搬型排水受槽
設計方針(個数及び容
量)

37

　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，「冷却機能の喪失による
蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶液を冷却している内部ルー
プへの通水，同機器への注水，冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水及
び代替換気設備のセル導出設備の凝縮器等への通水を同時に実施する場合
に必要な給水流量を有する設計とし，兼用できる設計とする。

機能要求② 可搬型中型移送ポンプ
設計方針(個数及び容
量)

38
　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，同時に発生する可能性の
ある事故への対処も含めて必要な容量を確保する設計とする。

機能要求② 可搬型中型移送ポンプ
設計方針(個数及び容
量)

39

　代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，「冷却機能の喪失による蒸発乾
固」の発生を仮定する機器に内包する溶液を冷却している内部ループへの
通水，冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水及び代替換気設備のセル導
出設備の凝縮器等への通水を同時に実施した場合に発生する排水を一時貯
留するために必要な容量を有する設計とし，兼用できる設計とする。

機能要求② 可搬型排水受槽
設計方針(個数及び容
量)

40

　代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホースのうち，内部ループへの通水，
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器への注水，代替
換気設備のセル導出設備の凝縮器等への通水に使用する可搬型建屋内ホー
スは，複数の敷設ルートで対処できるよう必要数を複数の敷設ルートに確
保するとともに，建屋内に保管するホースについては予備を含めた個数を
必要数として確保する設計とする。

設置要求
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(個数及び容
量)

41

　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型排水受槽等は，安全
冷却水系の冷却機能の喪失を想定し，その範囲が系統で機能喪失する冷却
機能の喪失による蒸発乾固に対処することから，当該系統の範囲ごとに重
大事故等への対処に必要な設備を1セット確保する設計とする。

設置要求
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(個数及び容
量)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ －

○代替安全冷却水系の主配管等
○代替安全冷却水系の主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）

－ －
<主配管>
・外径・厚さ

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-5-2-2　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
4.　重大事故等対処設備の設計方針

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説明
する。

【8.6.3.1　代替安全冷却水系　(3)　個数及び容
量】
　一つの接続口で「冷却機能の喪失による蒸発乾
固」の発生を仮定する機器への注水及び放射線分
解により発生する水素による爆発の圧縮空気の供
給のために兼用して使用する代替安全冷却水系の
機器注水配管・弁は，それぞれの機能に必要な容
量が確保できる接続口を設ける設計とする。

○ － 代替安全冷却水系 － － －

○ － 代替安全冷却水系 － － －

○ － 代替安全冷却水系 － － －

○ － 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置） － － －

○ － 可搬型中型移送ポンプ － －
<ポンプ>
・容量

○ － 可搬型排水受槽 － －
<容器>
・容量

○ － 可搬型中型移送ポンプ － －
<ポンプ>
・容量

○ － 可搬型中型移送ポンプ － －
<ポンプ>
・容量

○ － 可搬型排水受槽 － －
<容器>
・容量

○ － 代替安全冷却水系 － － －

○ － 代替安全冷却水系 － － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2.4  悪影響防止

Ⅵ-1-5-2-2　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
4.　重大事故等対処設備の設計方針

【8.6.3.1　代替安全冷却水系　(4)　悪影響防
止】
　代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁，冷却
コイル配管・弁及び冷却ジャケット配管・弁は，
弁等の操作によって安全機能を有する施設として
使用する系統構成から重大事故等対処設備として
の系統構成とすることにより，他の設備に悪影響
を及ぼさない設計とする。
　代替安全冷却水系の機器注水配管・弁，冷却水
給排水配管・弁，冷却水注水配管・弁，冷却水配
管・弁（凝縮器）及び凝縮器冷却水給排水配管・
弁は，重大事故等発生前(通常時)の離隔若しくは
分離された状態から弁等の操作や接続により重大
事故等対処設備としての系統構成とすることによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，
回転体が飛散することを防ぐことで他の設備に悪
影響を及ぼさない設計とする。
　屋外に保管する代替安全冷却水系の可搬型中型
移送ポンプ，可搬型排水受槽，可搬型建屋外ホー
ス，可搬型建屋内ホース，高レベル廃液ガラス固
化建屋の可搬型配管，可搬型中型移送ポンプ運搬
車，ホース展張車及び運搬車は，竜巻により飛来
物とならないよう必要に応じて固縛等の措置をと
ることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-5-2-2　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
4.　重大事故等対処設備の設計方針

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説明
する。

【8.6.3.1　代替安全冷却水系　(3)　個数及び容
量】
　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定
する機器に内包する溶液の冷却，同機器への注水
及び代替換気設備のセルへの導出経路の構築をす
るために必要な設備(以下8.4.1では「セル導出設
備」という)の凝縮器が所定の除熱能力を発揮す
るために必要な給水流量を有する設計とするとと
もに，保有数は，必要数として6台，予備として
故障時及び保守点検による待機除外時のバック
アップを7台の合計13台を確保する設計とする。
　代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，想定さ
れる重大事故等時において，冷却に使用した排水
を受けるために必要な容量を有する設計とすると
ともに，保有数は，必要数として8基，予備とし
て故障時のバックアップを8基の合計16基を確保
する設計とする。
　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定
する機器に内包する溶液を冷却している内部ルー
プへの通水，同機器への注水，冷却コイル又は冷
却ジャケットへの通水及び代替換気設備のセル導
出設備の凝縮器等への通水を同時に実施する場合
に必要な給水流量を有する設計とし，兼用できる
設計とする。
　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，
同時に発生する可能性のある事故への対処も含め
て必要な容量を確保する設計とする。
　代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，「冷却
機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機
器に内包する溶液を冷却している内部ループへの
通水，冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水及
び代替換気設備のセル導出設備の凝縮器等への通
水を同時に実施した場合に発生する排水を一時貯
留するために必要な容量を有する設計とし，兼用
できる設計とする。
　代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホースのう
ち，内部ループへの通水，「冷却機能の喪失によ
る蒸発乾固」の発生を仮定する機器への注水，代
替換気設備のセル導出設備の凝縮器等への通水に
使用する可搬型建屋内ホースは，複数の敷設ルー
トで対処できるよう必要数を複数の敷設ルートに
確保するとともに，建屋内に保管するホースにつ
いては1本以上の予備を含めた個数を必要数とし
て確保する設計とする。
　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可
搬型排水受槽等は，安全冷却水系の冷却機能の喪
失を想定し，その範囲が系統で機能喪失する冷却
機能の喪失による蒸発乾固に対処することから，
当該系統の範囲ごとに重大事故等への対処に必要
な設備を1セット確保する設計とする。

836



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

42

MOX燃料加工施設と共用する代替安全冷却系の可搬型中型移送ポンプ運搬
車は，可搬型中型移送ポンプを運搬できる設計とするとともに，保有数
は，必要数として2台，予備として故障時及び保守点検による待機除外時
バックアップを3台の合計5台を確保する設計とする。

設置要求 可搬型中型移送ポンプ運搬車
設計方針(個数及び容
量)
基本方針(悪影響防止)

－ － － － －

43

MOX燃料加工施設と共用する代替安全冷却系のホース展張車は，可搬型建
屋外ホースを運搬できる設計とするとともに，保有数は，必要数として2
台，予備として故障時及び保守点検による待機除外時バックアップを3台
の合計5台を確保する設計とする。

設置要求 ホース展張車
設計方針(個数及び容
量)
基本方針(悪影響防止)

－ － － － －

44

MOX燃料加工施設と共用する代替安全冷却系の運搬車は，可搬型建屋外
ホース及び可搬型排水受槽を運搬できる設計とするとともに，保有数は，
必要数として2台，予備として故障時及び保守点検による待機除外時バッ
クアップを3台の合計5台を確保する設計とする。

設置要求 運搬車
設計方針(個数及び容
量)
基本方針(悪影響防止)

－ － － － －

45

　代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備は，同時に発生するおそれ
がある冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素
による爆発による温度，圧力，湿度，放射線及び荷重に対して，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等) － － － － －

46

　代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備は，冷却機能の喪失による
蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素による爆発の同時発生を仮定
する機器において，「放射線分解により発生する水素による爆発」の発生
を仮定する機器における水素濃度ドライ換算12vol%での水素爆発に伴う瞬
間的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても，重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等) － － － － －

47

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる代替安全冷却水系の常設
重大事故等対処設備は，第1章　共通項目の「9.2　重大事故等対処設備」
の「9.2.6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基
づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等) － － － － －

48

　代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による
損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に設置し，風(台風)等に
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(環境条件等) － － － － －

49

　代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備及び常設重大事故等対処設
備と可搬型重大事故等対処設備の接続口は，溢水量及び化学薬品の漏えい
量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護する設
計とする。

設置要求 ○代替安全冷却水系の主配管等 設計方針(環境条件等) － － － － －

50

　代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備は，配管の全周破断に対し
て，適切な材料を使用すること又は影響を受けない場所に設置することに
より，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体(溶液，有機溶媒等)によ
り重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

○代替安全冷却水系（セル外）
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）
○代替安全冷却水系（セル内）
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(環境条件等) － － － － －

51

　代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等は，外部からの衝撃による損
傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に保管し，風(台風)等によ
り重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(環境条件等) － － － － －

52
　屋外に保管する代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等は，風(台風)
及び竜巻に対して，風(台風)及び竜巻による風荷重を考慮し，収納するコ
ンテナ等に対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置） 基本方針(環境条件等） － － － － －

53

　屋外に保管する代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型排水
受槽等は，風(台風)及び竜巻に対して，風(台風)及び竜巻による風荷重を
考慮し，当該設備の転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とす
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置） 基本方針(環境条件等） － － － － －

54

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる代替安全冷却水系の可搬
型中型移送ポンプは，第1章　共通項目の「9.2　重大事故等対処設備」の
「9.2.6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づ
く設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等） － － － － －

55
　代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処設備は，溢水量及び化学薬品
の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防
護する設計とする。

機能要求②
運用要求

○可搬型中型移送ポンプ
○可搬型建屋内ホース

施設共通　基本設計方針（保管上の措置）

設計方針(環境条件等) － － － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.3　冷却水設備
8.6.3.1　代替安全冷却水系
(3)　個数及び容量

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.3　冷却水設備
8.6.3.1　代替安全冷却水系
(4)　悪影響防止

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説明
する。

【8.6.3.1　代替安全冷却水系　(3)　個数及び容
量
【8.6.3.1　代替安全冷却水系(4)　悪影響防止】
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する代替安全冷却系の
運搬車は，可搬型建屋外ホース及び可搬型排水受
槽を運搬できる設計とするとともに，保有数は，
必要数として２台，予備として故障時及び保守点
検による待機除外時バックアップを３台の合計５
台を確保する設計とする。
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する代替安全冷却系の
ホース展張車は，可搬型建屋外ホースを運搬でき
る設計とするとともに，保有数は，必要数として
２台，予備として故障時及び保守点検による待機
除外時バックアップを３台の合計５台を確保する
設計とする。
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する代替安全冷却系の
可搬型中型移送ポンプ運搬車は，可搬型中型移送
ポンプを運搬できる設計とするとともに，保有数
は，必要数として２台，予備として故障時及び保
守点検による待機除外時バックアップを３台の合
計５台を確保する設計とする。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2.5  環境条件等

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.3　冷却水設備
8.6.3.1　代替安全冷却水系
(5)　環境条件等

【8.6.3.1　代替安全冷却水系　(5)　環境条件
等】
　代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備
は，同時に発生するおそれがある冷却機能の喪失
による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水
素による爆発による温度，圧力，湿度，放射線及
び荷重に対して，「4.　環境条件等」に基づく設
計とすることで重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。
　代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備
は，冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分
解により発生する水素による爆発の同時発生を仮
定する機器において，「放射線分解により発生す
る水素による爆発」の発生を仮定する機器におけ
る水素濃度ドライ換算12vol%での水素爆発に伴う
瞬間的に上昇する内部流体の温度及び圧力の影響
を考慮しても，「4.　環境条件等」に基づく設計
とすることで重大事故等への対処に必要な機能と
して冷却水を保持する機能を損なわない設計とす
る。
　地震を要因として発生した場合に対処に用いる
代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備は，
「6.　地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
　代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備
は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処
理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建
屋に設置し，風(台風)等により重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。
代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備及び
常設重大事故等対処設備と可搬型重大事故等対処
設備の接続口は，溢水量及び化学薬品の漏えい量
を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防
護及び被液防護する設計とする。
　代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備
は，配管の全周破断に対して，適切な材料を使用
すること又は影響を受けない場所に設置すること
により，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液
体(溶液，有機溶媒等)により重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。
　代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース及び高
レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管は，外部
からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋，
分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に保管
し，風(台風)等により重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。
屋外に保管する代替安全冷却水系の可搬型建屋内
ホース，高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配
管，可搬型排水受槽及び可搬型建屋外ホースホー
スは，風(台風)及び竜巻に対して，風(台風)及び
竜巻による風荷重を考慮し，収納するコンテナ等
に対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管す
る設計とする。
屋外に保管する代替安全冷却水系の可搬型中型移
送ポンプ，可搬型排水受槽，可搬型建屋外ホー
ス，可搬型建屋内ホース，高レベル廃液ガラス固
化建屋の可搬型配管，可搬型中型移送ポンプ運搬
車，ホース展張車及び運搬車は，風(台風)及び竜
巻に対して，風(台風)及び竜巻による風荷重を考
慮し，当該設備の転倒防止，固縛等の措置を講じ
て保管する設計とする。
地震を要因として発生した場合に対処に用いる代
替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，「6.
地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震
設計」に基づく設計とすることで重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。
代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処設備
は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影
響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防
護する設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

42

MOX燃料加工施設と共用する代替安全冷却系の可搬型中型移送ポンプ運搬
車は，可搬型中型移送ポンプを運搬できる設計とするとともに，保有数
は，必要数として2台，予備として故障時及び保守点検による待機除外時
バックアップを3台の合計5台を確保する設計とする。

設置要求 可搬型中型移送ポンプ運搬車
設計方針(個数及び容
量)
基本方針(悪影響防止)

43

MOX燃料加工施設と共用する代替安全冷却系のホース展張車は，可搬型建
屋外ホースを運搬できる設計とするとともに，保有数は，必要数として2
台，予備として故障時及び保守点検による待機除外時バックアップを3台
の合計5台を確保する設計とする。

設置要求 ホース展張車
設計方針(個数及び容
量)
基本方針(悪影響防止)

44

MOX燃料加工施設と共用する代替安全冷却系の運搬車は，可搬型建屋外
ホース及び可搬型排水受槽を運搬できる設計とするとともに，保有数は，
必要数として2台，予備として故障時及び保守点検による待機除外時バッ
クアップを3台の合計5台を確保する設計とする。

設置要求 運搬車
設計方針(個数及び容
量)
基本方針(悪影響防止)

45

　代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備は，同時に発生するおそれ
がある冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素
による爆発による温度，圧力，湿度，放射線及び荷重に対して，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等)

46

　代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備は，冷却機能の喪失による
蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素による爆発の同時発生を仮定
する機器において，「放射線分解により発生する水素による爆発」の発生
を仮定する機器における水素濃度ドライ換算12vol%での水素爆発に伴う瞬
間的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても，重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等)

47

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる代替安全冷却水系の常設
重大事故等対処設備は，第1章　共通項目の「9.2　重大事故等対処設備」
の「9.2.6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基
づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等)

48

　代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による
損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に設置し，風(台風)等に
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(環境条件等)

49

　代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備及び常設重大事故等対処設
備と可搬型重大事故等対処設備の接続口は，溢水量及び化学薬品の漏えい
量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護する設
計とする。

設置要求 ○代替安全冷却水系の主配管等 設計方針(環境条件等)

50

　代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備は，配管の全周破断に対し
て，適切な材料を使用すること又は影響を受けない場所に設置することに
より，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体(溶液，有機溶媒等)によ
り重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

○代替安全冷却水系（セル外）
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）
○代替安全冷却水系（セル内）
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(環境条件等)

51

　代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等は，外部からの衝撃による損
傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に保管し，風(台風)等によ
り重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(環境条件等)

52
　屋外に保管する代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等は，風(台風)
及び竜巻に対して，風(台風)及び竜巻による風荷重を考慮し，収納するコ
ンテナ等に対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置） 基本方針(環境条件等）

53

　屋外に保管する代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型排水
受槽等は，風(台風)及び竜巻に対して，風(台風)及び竜巻による風荷重を
考慮し，当該設備の転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とす
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置） 基本方針(環境条件等）

54

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる代替安全冷却水系の可搬
型中型移送ポンプは，第1章　共通項目の「9.2　重大事故等対処設備」の
「9.2.6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づ
く設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等）

55
　代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処設備は，溢水量及び化学薬品
の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防
護する設計とする。

機能要求②
運用要求

○可搬型中型移送ポンプ
○可搬型建屋内ホース

施設共通　基本設計方針（保管上の措置）

設計方針(環境条件等)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 可搬型中型移送ポンプ運搬車 － － －

○ － ホース展張車 － － －

○ － 運搬車 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 代替安全冷却水系 － － －

○ － ○代替安全冷却水系の主配管等 － － －

○ －

○代替安全冷却水系（セル外）

【機能要求②】
○代替安全冷却水系（セル内）

－ －

<主配管>
・主要材料
<容器>
・主要材料

○ － 代替安全冷却水系 － － －

○ － 施設共通　基本設計方針 － － －

○ － 施設共通　基本設計方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ －

○可搬型中型移送ポンプ
○可搬型建屋内ホース

施設共通　基本設計方針（保管上の措置）

－ － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-5-2-2　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
4.　重大事故等対処設備の設計方針

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説明
する。

【8.6.3.1　代替安全冷却水系　(3)　個数及び容
量
【8.6.3.1　代替安全冷却水系(4)　悪影響防止】
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する代替安全冷却系の
運搬車は，可搬型建屋外ホース及び可搬型排水受
槽を運搬できる設計とするとともに，保有数は，
必要数として２台，予備として故障時及び保守点
検による待機除外時バックアップを３台の合計５
台を確保する設計とする。
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する代替安全冷却系の
ホース展張車は，可搬型建屋外ホースを運搬でき
る設計とするとともに，保有数は，必要数として
２台，予備として故障時及び保守点検による待機
除外時バックアップを３台の合計５台を確保する
設計とする。
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する代替安全冷却系の
可搬型中型移送ポンプ運搬車は，可搬型中型移送
ポンプを運搬できる設計とするとともに，保有数
は，必要数として２台，予備として故障時及び保
守点検による待機除外時バックアップを３台の合
計５台を確保する設計とする。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2.5  環境条件等

Ⅵ-1-5-2-2　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
4.　重大事故等対処設備の設計方針

【8.6.3.1　代替安全冷却水系　(5)　環境条件
等】
　代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備
は，同時に発生するおそれがある冷却機能の喪失
による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水
素による爆発による温度，圧力，湿度，放射線及
び荷重に対して，「4.　環境条件等」に基づく設
計とすることで重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。
　代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備
は，冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分
解により発生する水素による爆発の同時発生を仮
定する機器において，「放射線分解により発生す
る水素による爆発」の発生を仮定する機器におけ
る水素濃度ドライ換算12vol%での水素爆発に伴う
瞬間的に上昇する内部流体の温度及び圧力の影響
を考慮しても，「4.　環境条件等」に基づく設計
とすることで重大事故等への対処に必要な機能と
して冷却水を保持する機能を損なわない設計とす
る。
　地震を要因として発生した場合に対処に用いる
代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備は，
「6.　地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
　代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備
は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処
理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建
屋に設置し，風(台風)等により重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。
代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備及び
常設重大事故等対処設備と可搬型重大事故等対処
設備の接続口は，溢水量及び化学薬品の漏えい量
を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防
護及び被液防護する設計とする。
　代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備
は，配管の全周破断に対して，適切な材料を使用
すること又は影響を受けない場所に設置すること
により，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液
体(溶液，有機溶媒等)により重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。
　代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース及び高
レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管は，外部
からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋，
分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に保管
し，風(台風)等により重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。
屋外に保管する代替安全冷却水系の可搬型建屋内
ホース，高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配
管，可搬型排水受槽及び可搬型建屋外ホースホー
スは，風(台風)及び竜巻に対して，風(台風)及び
竜巻による風荷重を考慮し，収納するコンテナ等
に対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管す
る設計とする。
屋外に保管する代替安全冷却水系の可搬型中型移
送ポンプ，可搬型排水受槽，可搬型建屋外ホー
ス，可搬型建屋内ホース，高レベル廃液ガラス固
化建屋の可搬型配管，可搬型中型移送ポンプ運搬
車，ホース展張車及び運搬車は，風(台風)及び竜
巻に対して，風(台風)及び竜巻による風荷重を考
慮し，当該設備の転倒防止，固縛等の措置を講じ
て保管する設計とする。
地震を要因として発生した場合に対処に用いる代
替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，「6.
地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震
設計」に基づく設計とすることで重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。
代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処設備
は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影
響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防
護する設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

56

　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型排水受槽等は，内部
発生飛散物の影響を考慮し，外部保管エリアの内部発生飛散物の影響を受
けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 設計方針(環境条件等) － － － － －

57

　代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等は，内部発生飛散物の影響を
考慮し，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の内部発生飛散物の影響を受けな
い場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 設計方針(環境条件等) － － － － －

58

　代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処設備は，配管の全周破断に対
して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体(溶液，有機溶媒等)の影
響を受けない材質とすること又は漏えい量を考慮した位置に保管すること
により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(環境条件等) － － － － －

59

　代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁の弁等の操作は，想定される重
大事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高
くなるおそれの少ない場所の選定又は当該設備の設置場所への遮蔽の設置
等により当該設備の設置場所で操作可能な設計とする。

設置要求
機能要求①

〇代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）
〇前処理建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇分離建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇精製建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の遮蔽設備
（外壁、セル壁等）
〇高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備（外
壁、セル壁等）

設計方針(環境条件等) － － － － －

60

　代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故
等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないよう
に，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定又は当該設備の設置場所
への遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計とする。

設置要求
機能要求①

代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）
〇前処理建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇分離建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇精製建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の遮蔽設備
（外壁、セル壁等）
〇高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備（外
壁、セル壁等）

設計方針(環境条件等) － － － － －

61
　安全冷却水系から代替安全冷却水系への切替えは，弁等の手動操作と可
搬型建屋内ホース等による給排水経路の構築とし，重大事故等が発生した
場合において，操作及び作業できる設計とする。

機能要求①
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(環境条件等) － － － － －

62

　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋内ホース等と代
替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備との接続は，コネクタ接続又は
フランジ接続に統一することにより，速やかに，容易かつ確実に現場での
接続が可能な設計とする。

機能要求①
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(操作性の確
保)

－ － － － －

63

　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋内ホース等と代
替安全冷却水系の内部ループ配管・弁，機器注水配管・弁，冷却コイル配
管・弁，冷却ジャケット配管・弁及び冷却水配管・弁(凝縮器)との接続口
は，コネクタ接続又はフランジ接続に統一することにより，速やかに容易
かつ確実に接続できる設計とする。

機能要求①
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(操作性の確
保)

－ － － － －

64

　代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁，冷却コイル配管・弁，冷却
ジャケット配管・弁，機器注水配管・弁及び冷却水配管・弁(凝縮器)は，
通常時に使用する系統から速やかに切り替えることができるよう，系統に
必要な弁等を設ける設計とし，それぞれ簡易な接続及び弁等の操作により
安全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切
り替えられる設計とする。

機能要求①
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(操作性の確
保)

－ － － － －

65

　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋内ホース等は，
容易かつ確実に接続でき，複数の系統が相互に使用することができるよ
う，配管・ダクト・ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じた
フランジ接続又はより簡便な接続方式を用いる設計とする。

機能要求①
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(操作性の確
保)

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.3　冷却水設備
8.6.3.1　代替安全冷却水系
(5)　環境条件等

【8.6.3.1　代替安全冷却水系　(5)　環境条件
等】
 　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，
可搬型排水受槽，可搬型建屋外ホース，可搬型建
屋内ホース，高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬
型配管，可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展
張車及び運搬車は，「4.　環境条件等」に基づく
設計とすることで内部発生飛散物の影響を考慮
し，外部保管エリアの内部発生飛散物の影響を受
けない場所に保管することにより，重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。
　代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース及び高
レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管は，「4.
環境条件等」に基づく設計とすることで内部発生
飛散物の影響を考慮し，前処理建屋，分離建屋，
精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及
び高レベル廃液ガラス固化建屋の内部発生飛散物
の影響を受けない場所に保管することにより，重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。
　代替安全冷却水系のうち，屋外に設置する可搬
型中型移送ポンプ等は，積雪及び火山の影響に対
して，積雪に対しては除雪する手順を，火山の影
響(降下火砕物による積載荷重)に対しては除灰及
び屋内へ配備する手順を整備する。
　代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処設備
は，配管の全周破断に対して，漏えいした放射性
物質を含む腐食性の液体(溶液，有機溶媒等)の影
響を受けない材質とすること又は漏えい量を考慮
した位置に保管することにより，重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。
代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁の弁等の
操作は，想定される重大事故等が発生した場合に
おいても操作に支障がないように，線量率の高く
なるおそれの少ない場所の選定又は当該設備の設
置場所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場
所で操作可能な設計とする。
　代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処設備
は，想定される重大事故等が発生した場合におい
ても設置及び常設設備との接続に支障がないよう
に，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定
又は当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により
当該設備の設置場所で操作可能な設計とする。
　安全冷却水系から代替安全冷却水系への切替え
は，弁等の手動操作と可搬型建屋内ホース及び高
レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管による給
排水経路の構築とし，重大事故等が発生した場合
において，操作及び作業できる設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.3　冷却水設備
8.6.3.1　代替安全冷却水系
(6)　操作性の確保

【8.6.3.1　代替安全冷却水系　(6)　操作性の確
保】
　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可
搬型建屋内ホース等と代替安全冷却水系の常設重
大事故等対処設備との接続は，コネクタ接続又は
フランジ接続に統一することにより，速やかに，
容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とす
る。
　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可
搬型建屋内ホース等と代替安全冷却水系の内部
ループ配管・弁，機器注水配管・弁，冷却コイル
配管・弁，冷却ジャケット配管・弁及び冷却水配
管・弁(凝縮器)との接続口は，コネクタ接続又は
フランジ接続に統一することにより，速やかに容
易かつ確実に接続できる設計とする。
　代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁，冷却
コイル配管・弁，冷却ジャケット配管・弁，機器
注水配管・弁及び冷却水配管・弁(凝縮器)は，通
常時に使用する系統から速やかに切り替えること
ができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計と
し，それぞれ簡易な接続及び弁等の操作により安
全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設
備の系統に速やかに切り替えられる設計とする。
　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可
搬型建屋内ホース等は，容易かつ確実に接続で
き，複数の系統が相互に使用することができるよ
う，配管・ダクト・ホースは口径並びに内部流体
の圧力及び温度に応じたフランジ接続又はより簡
便な接続方式を用いる設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

56

　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型排水受槽等は，内部
発生飛散物の影響を考慮し，外部保管エリアの内部発生飛散物の影響を受
けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 設計方針(環境条件等)

57

　代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等は，内部発生飛散物の影響を
考慮し，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の内部発生飛散物の影響を受けな
い場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 設計方針(環境条件等)

58

　代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処設備は，配管の全周破断に対
して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体(溶液，有機溶媒等)の影
響を受けない材質とすること又は漏えい量を考慮した位置に保管すること
により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(環境条件等)

59

　代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁の弁等の操作は，想定される重
大事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高
くなるおそれの少ない場所の選定又は当該設備の設置場所への遮蔽の設置
等により当該設備の設置場所で操作可能な設計とする。

設置要求
機能要求①

〇代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）
〇前処理建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇分離建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇精製建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の遮蔽設備
（外壁、セル壁等）
〇高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備（外
壁、セル壁等）

設計方針(環境条件等)

60

　代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故
等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないよう
に，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定又は当該設備の設置場所
への遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計とする。

設置要求
機能要求①

代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）
〇前処理建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇分離建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇精製建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の遮蔽設備
（外壁、セル壁等）
〇高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備（外
壁、セル壁等）

設計方針(環境条件等)

61
　安全冷却水系から代替安全冷却水系への切替えは，弁等の手動操作と可
搬型建屋内ホース等による給排水経路の構築とし，重大事故等が発生した
場合において，操作及び作業できる設計とする。

機能要求①
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(環境条件等)

62

　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋内ホース等と代
替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備との接続は，コネクタ接続又は
フランジ接続に統一することにより，速やかに，容易かつ確実に現場での
接続が可能な設計とする。

機能要求①
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(操作性の確
保)

63

　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋内ホース等と代
替安全冷却水系の内部ループ配管・弁，機器注水配管・弁，冷却コイル配
管・弁，冷却ジャケット配管・弁及び冷却水配管・弁(凝縮器)との接続口
は，コネクタ接続又はフランジ接続に統一することにより，速やかに容易
かつ確実に接続できる設計とする。

機能要求①
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(操作性の確
保)

64

　代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁，冷却コイル配管・弁，冷却
ジャケット配管・弁，機器注水配管・弁及び冷却水配管・弁(凝縮器)は，
通常時に使用する系統から速やかに切り替えることができるよう，系統に
必要な弁等を設ける設計とし，それぞれ簡易な接続及び弁等の操作により
安全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切
り替えられる設計とする。

機能要求①
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(操作性の確
保)

65

　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋内ホース等は，
容易かつ確実に接続でき，複数の系統が相互に使用することができるよ
う，配管・ダクト・ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じた
フランジ接続又はより簡便な接続方式を用いる設計とする。

機能要求①
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(操作性の確
保)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 代替安全冷却水系 － － －

○ － 代替安全冷却水系 － － －

○ － 代替安全冷却水系 － － －

○ －

〇代替安全冷却水系
〇前処理建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇分離建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇精製建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の遮蔽設備
（外壁、セル壁等）
〇高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備（外
壁、セル壁等）

－ － －

○ －

〇代替安全冷却水系
〇前処理建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇分離建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇精製建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の遮蔽設備
（外壁、セル壁等）
〇高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備（外
壁、セル壁等）

－ － －

○ － 代替安全冷却水系 － － －

○ － 代替安全冷却水系 － － －

○ － 代替安全冷却水系 － － －

○ － 代替安全冷却水系 － － －

○ － 代替安全冷却水系 － － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2.5  環境条件等

Ⅵ-1-5-2-2　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
4.　重大事故等対処設備の設計方針

【8.6.3.1　代替安全冷却水系　(5)　環境条件
等】
 　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，
可搬型排水受槽，可搬型建屋外ホース，可搬型建
屋内ホース，高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬
型配管，可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展
張車及び運搬車は，「4.　環境条件等」に基づく
設計とすることで内部発生飛散物の影響を考慮
し，外部保管エリアの内部発生飛散物の影響を受
けない場所に保管することにより，重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。
　代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース及び高
レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管は，「4.
環境条件等」に基づく設計とすることで内部発生
飛散物の影響を考慮し，前処理建屋，分離建屋，
精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及
び高レベル廃液ガラス固化建屋の内部発生飛散物
の影響を受けない場所に保管することにより，重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。
　代替安全冷却水系のうち，屋外に設置する可搬
型中型移送ポンプ等は，積雪及び火山の影響に対
して，積雪に対しては除雪する手順を，火山の影
響(降下火砕物による積載荷重)に対しては除灰及
び屋内へ配備する手順を整備する。
　代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処設備
は，配管の全周破断に対して，漏えいした放射性
物質を含む腐食性の液体(溶液，有機溶媒等)の影
響を受けない材質とすること又は漏えい量を考慮
した位置に保管することにより，重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。
代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁の弁等の
操作は，想定される重大事故等が発生した場合に
おいても操作に支障がないように，線量率の高く
なるおそれの少ない場所の選定又は当該設備の設
置場所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場
所で操作可能な設計とする。
　代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処設備
は，想定される重大事故等が発生した場合におい
ても設置及び常設設備との接続に支障がないよう
に，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定
又は当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により
当該設備の設置場所で操作可能な設計とする。
　安全冷却水系から代替安全冷却水系への切替え
は，弁等の手動操作と可搬型建屋内ホース及び高
レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管による給
排水経路の構築とし，重大事故等が発生した場合
において，操作及び作業できる設計とする。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2.6  操作性及び試験・検査性
(1)　操作性の確保

Ⅵ-1-5-2-2　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
4.　重大事故等対処設備の設計方針

【8.6.3.1　代替安全冷却水系　(6)　操作性の確
保】
　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可
搬型建屋内ホース等と代替安全冷却水系の常設重
大事故等対処設備との接続は，コネクタ接続又は
フランジ接続に統一することにより，速やかに，
容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とす
る。
　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可
搬型建屋内ホース等と代替安全冷却水系の内部
ループ配管・弁，機器注水配管・弁，冷却コイル
配管・弁，冷却ジャケット配管・弁及び冷却水配
管・弁(凝縮器)との接続口は，コネクタ接続又は
フランジ接続に統一することにより，速やかに容
易かつ確実に接続できる設計とする。
　代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁，冷却
コイル配管・弁，冷却ジャケット配管・弁，機器
注水配管・弁及び冷却水配管・弁(凝縮器)は，通
常時に使用する系統から速やかに切り替えること
ができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計と
し，それぞれ簡易な接続及び弁等の操作により安
全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設
備の系統に速やかに切り替えられる設計とする。
　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可
搬型建屋内ホース等は，容易かつ確実に接続で
き，複数の系統が相互に使用することができるよ
う，配管・ダクト・ホースは口径並びに内部流体
の圧力及び温度に応じたフランジ接続又はより簡
便な接続方式を用いる設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

66

　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，通常時において，重大事
故等に対処するために必要な機能を確認するため，独立して外観点検，員
数確認，性能確認，分解点検等が可能な設計とするとともに，分解又は取
替えが可能な設計とする。

機能要求①
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(試験・検査
性)

－ － － － －

67
　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，運転状態の確認及び外観
の確認が可能な設計とする。

機能要求①
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(試験・検査
性)

－ － － － －

68
　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプを使用した内部ループへの通
水等の接続口は，外観の確認が可能な設計とする。

機能要求①
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(試験・検査
性)

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6　その他再処理設備の附属施設
8.6.3　冷却水設備
8.6.3.1　代替安全冷却水系
(7)　試験・検査

【8.6.3.1　代替安全冷却水系　(7)　試験・検
査】
代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，通
常時において，重大事故等に対処するために必要
な機能を確認するため，独立して外観点検，員数
確認，性能確認，分解点検等が可能な設計とする
とともに，分解又は取替えが可能な設計とする。
代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，運
転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とす
る。
代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプを使用
した内部ループへの通水等の接続口は，外観の確
認が可能な設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

66

　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，通常時において，重大事
故等に対処するために必要な機能を確認するため，独立して外観点検，員
数確認，性能確認，分解点検等が可能な設計とするとともに，分解又は取
替えが可能な設計とする。

機能要求①
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(試験・検査
性)

67
　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，運転状態の確認及び外観
の確認が可能な設計とする。

機能要求①
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(試験・検査
性)

68
　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプを使用した内部ループへの通
水等の接続口は，外観の確認が可能な設計とする。

機能要求①
代替安全冷却水系
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(試験・検査
性)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 代替安全冷却水系 － － －

○ － 代替安全冷却水系 － － －

○ － 代替安全冷却水系 － － －

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2.6  操作性及び試験・検査性
(2)　試験・検査性

Ⅵ-1-5-2-2　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
4.　重大事故等対処設備の設計方針

【8.6.3.1　代替安全冷却水系　(7)　試験・検
査】
代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，通
常時において，重大事故等に対処するために必要
な機能を確認するため，独立して外観点検，員数
確認，性能確認，分解点検等が可能な設計とする
とともに，分解又は取替えが可能な設計とする。
代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，運
転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とす
る。
代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプを使用
した内部ループへの通水等の接続口は，外観の確
認が可能な設計とする。
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第40条：放射線分解により発生する水素による爆発に 

対処するための設備 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第１章　共通項目
5．火災等による損傷の防止
5.5　放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備
セル内において放射線分解によって発生する水素が再処理設備の内部に滞
留することを防止する機能を有する施設のうち，重大事故の「放射線分解
により発生する水素による爆発（以下，5.5では「水素爆発」という。）
の発生を仮定する機器には，重大事故の発生又は拡大を防止するために必
要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

2

セル内において放射線分解によって発生する水素が再処理設備の内部に滞
留することを防止する機能を有する施設には，水素爆発の発生を未然に防
止するとともに，水素爆発が発生した場合において，水素爆発が続けて生
じるおそれがない状態を維持し，水素爆発が発生した設備に接続する換気
系統の配管の流路を遮断するために必要な設備及び換気系統の配管内が加
圧状態になった場合にセル内
に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物質
の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける設
計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

3

水素爆発に対処するための設備は，代替安全圧縮空気系及び代替換気設備
で構成する。

機能要求①

代替安全圧縮空気系
(許可文中，第9.3-4表(1)，第9.3-3～12図系統概
要図)
代替換気設備
(許可分中，第7.2-31表(1)，第7.2-37，38図)

基本方針 ― ― ― ― ―

4

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合，「水素爆発」の発生を仮
定する対象機器に圧縮空気を供給し，水素爆発の発生を未然に防止するた
めに必要な重大事故等対処設備として，代替安全圧縮空気系の水素爆発を
未然に防止するための空気の供給に使用する設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

5

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合，「水素爆発」の発生を仮
定する対象機器に圧縮空気を供給し，水素爆発が続けて生じるおそれがな
い状態を維持するために必要な重大事故等対処設備として，代替安全圧縮
空気系の水素爆発の再発を防止するための空気の供給に使用する設備を設
ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

6

「水素爆発」の発生を仮定する機器において水素爆発が発生した場合に水
素爆発の発生により気相中に移行する放射性物質を，これらの機器に接続
する塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止し，塔槽類廃ガス処理設備の流
路を遮断することで，水素爆発の発生を仮定する対象機器からの排気をセ
ルに導出するために必要な重大事故等対処設備として，代替換気設備のセ
ルへの導出経路の構築をするために必要な設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

7

「水素爆発」の発生を仮定する機器において水素爆発が発生した場合に水
素爆発の発生を仮定する対象機器からセルに導出された放射性エアロゾル
を除去し，主排気筒を介して大気中に管理しながら放出するために必要な
重大事故等対処設備として，代替換気設備の代替セル排気系による対応を
するために必要な設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

8

上記の対処は，「4.3　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための
設備」に示す状態と重畳した場合においても必要な機能を発揮する設計と
する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

10

第2章　個別項目
7　その他再処理設備の附属施設
7.1　動力装置及び非常用動力装置
7.1.2　圧縮空気設備
7.1.2.3　代替安全圧縮空気系
代替安全圧縮空気系は，放射線分解により発生する水素による爆発（以下
7.1.2.3では「水素爆発」という。）を未然に防止するための空気の供給
に使用する設備及び水素爆発の再発を防止するための空気の供給に使用す
る設備で構成する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

11

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合において，「水素爆発」の
発生を仮定する機器に圧縮空気を供給し，水素爆発の発生を未然に防止す
るために必要な，水素爆発を未然に防止するための空気の供給に使用する
設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

12

水素爆発を未然に防止するための対策が機能しなかった場合に備え，「水
素爆発」の発生を仮定する機器に水素爆発を未然に防止するための対策に
使用する系統とは異なる系統から圧縮空気を供給し，水素爆発が続けて生
じるおそれがない状態を維持するために必要な，水素爆発の再発を防止す
るための空気の供給に使用する設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

13

代替安全圧縮空気系は，圧縮空気自動供給貯槽，圧縮空気自動供給ユニッ
ト，機器圧縮空気自動供給ユニット，可搬型空気圧縮機，可搬型建屋外
ホース，可搬型建屋内ホース，水素爆発を未然に防止するために「水素爆
発」を仮定する機器に圧縮空気を供給する安全圧縮空気系の水素掃気系の
恒設の主配管（以下7.2.2.1では「水素掃気配管・弁」という。），水素
爆発を未然に防止するため又は水素爆発の再発を防止するために「水素爆
発」を仮定する機器に圧縮空気を供給する安全圧縮空気系の水素掃気系以
外の恒設の主配管等（以下7.2.2.1では「機器圧縮空気供給配管・弁」と
いう。），可搬型建屋外ホースから水素掃気配管・弁又は機器圧縮空気供
給配管・弁まで圧縮空気を中継するために使用する恒設の主配管（以下
7.2.2.1では「建屋内空気中継配管」という。）及び圧縮空気手動供給ユ
ニット並びに設計基準対象の施設と兼用する「水素爆発」の発生を仮定す
る機器で構成する。

機能要求①
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針
（設備構成）

― ― ― ― ―

【1.2　基本方針】
セル内において放射線分解によって発生する水素
が再処理設備の内部に滞留することを防止する機
能を有する施設のうち，重大事故の「水素爆発」
の発生を仮定する機器には，重大事故の発生又は
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
セル内において放射線分解によって発生する水素
が再処理設備の内部に滞留することを防止する機
能を有する施設には，水素爆発の発生を未然に防
止するとともに，水素爆発が発生した場合におい
て，水素爆発が続けて生じるおそれがない状態を
維持し，水素爆発が発生した設備に接続する換気
系統の配管の流路を遮断するために必要な設備及
び換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセ
ル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出
できるようにし，放射性物質の放出による影響を
緩和するために必要な重大事故等対処設備を設け
る設計とする。
水素爆発に対処するための設備は，代替安全圧縮
空気系及び代替換気設備で構成する。
安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合，
「水素爆発」の発生を仮定する対象機器に圧縮空
気を供給し，水素爆発の発生を未然に防止するた
めに必要な重大事故等対処設備として，代替安全
圧縮空気系の水素爆発を未然に防止するための空
気の供給に使用する設備を設ける設計とする。
安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合，
「水素爆発」の発生を仮定する対象機器に圧縮空
気を供給し，水素爆発が続けて生じるおそれがな
い状態を維持するために必要な重大事故等対処設
備として，代替安全圧縮空気系の水素爆発の再発
を防止するための空気の供給に使用する設備を設
ける設計とする。
「水素爆発」の発生を仮定する機器において水素
爆発が発生した場合に水素爆発の発生により気相
中に移行する放射性物質を，これらの機器に接続
する塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止し，塔
槽類廃ガス処理設備の流路を遮断することで，水
素爆発の発生を仮定する対象機器からの排気をセ
ルに導出するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替換気設備のセルへの導出経路の構築を
するために必要な設備を設ける設計とする。
「水素爆発」の発生を仮定する機器において水素
爆発が発生した場合に，「水素爆発」の発生を仮
定する機器からセルに導出された放射性エアロゾ
ルを除去し，主排気筒を介して大気中に管理しな
がら放出するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替換気設備の代替セル排気系による対応
をするために必要な設備を設ける設計とする。
上記の代替安全圧縮空気系及び代替換気設備は，
「4.3　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処す
るための設備」に示す状態と重畳した場合におい
ても必要な機能を発揮する設計とする。
なお，代替安全圧縮空気系の設計については｢2.
代替安全圧縮空気系の基本方針｣に，代替換気設
備の設計については「Ⅵ－１－６－２　代替換気
設備に関する説明書」に示す。

Ⅲ-2　放射線分解により発生する水素による爆発
に対処するための設備に関する説明書
1.　放射線分解により発生する水素による爆発に
対処するための設備の基本方針
1.2　基本方針

Ⅲ-2　放射線分解により発生する水素による爆発
に対処するための設備に関する説明書
2.　代替安全圧縮空気系の基本方針
2.2　基本設計方針

【2.基本方針】
　代替安全圧縮空気系は，水素爆発を未然に防止
するための空気の供給に使用する設備及び水素爆
発の再発を防止するための空気の供給に使用する
設備で構成する。
安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合に
おいて，「水素爆発」の発生を仮定する機器に圧
縮空気を供給し，水素爆発の発生を未然に防止す
るために必要な，水素爆発を未然に防止するため
の空気の供給に使用する設備を設ける設計とす
る。
水素爆発を未然に防止するための対策が機能しな
かった場合に備え，「水素爆発」の発生を仮定す
る機器に水素爆発を未然に防止するための対策に
使用する系統とは異なる系統から圧縮空気を供給
し，水素爆発が続けて生じるおそれがない状態を
維持するために必要な，水素爆発の再発を防止す
るための空気の供給に使用する設備を設ける設計
とする。
代替安全圧縮空気系は，圧縮空気自動供給貯槽，
圧縮空気自動供給ユニット，機器圧縮空気自動供
給ユニット，可搬型空気圧縮機，可搬型建屋外
ホース，可搬型建屋内ホース，水素爆発を未然に
防止するために「水素爆発」を仮定する機器に圧
縮空気を供給する安全圧縮空気系の水素掃気系の
恒設の主配管（以下，Ⅲ-2では「水素掃気配管・
弁」という。），水素爆発を未然に防止するため
又は水素爆発の再発を防止するために「水素爆
発」を仮定する機器に圧縮空気を供給する安全圧
縮空気系の水素掃気系以外の恒設の主配管等（以
下，Ⅲ-2では「機器圧縮空気供給配管・弁」とい
う。），可搬型建屋外ホースから水素掃気配管・
弁又は機器圧縮空気供給配管・弁まで圧縮空気を
中継するために使用する恒設の主配管（以下，Ⅲ
-2では「建屋内空気中継配管」という。）及び圧
縮空気手動供給ユニット並びに設計基準対象の施
設と兼用する「水素爆発」の発生を仮定する機器
で構成する。

9

なお，水素爆発の発生又は拡大を防止するために使用する代替安全圧縮空
気系の設計については，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮空気設備」の
「7.1.2.3　代替安全圧縮空気系」に，代替換気設備の設計については，
第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.6　代替換気
設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）

別紙２

1

第１章　共通項目
5．火災等による損傷の防止
5.5　放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備
セル内において放射線分解によって発生する水素が再処理設備の内部に滞
留することを防止する機能を有する施設のうち，重大事故の「放射線分解
により発生する水素による爆発（以下，5.5では「水素爆発」という。）
の発生を仮定する機器には，重大事故の発生又は拡大を防止するために必
要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

2

セル内において放射線分解によって発生する水素が再処理設備の内部に滞
留することを防止する機能を有する施設には，水素爆発の発生を未然に防
止するとともに，水素爆発が発生した場合において，水素爆発が続けて生
じるおそれがない状態を維持し，水素爆発が発生した設備に接続する換気
系統の配管の流路を遮断するために必要な設備及び換気系統の配管内が加
圧状態になった場合にセル内
に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物質
の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設ける設
計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

3

水素爆発に対処するための設備は，代替安全圧縮空気系及び代替換気設備
で構成する。

機能要求①

代替安全圧縮空気系
(許可文中，第9.3-4表(1)，第9.3-3～12図系統概
要図)
代替換気設備
(許可分中，第7.2-31表(1)，第7.2-37，38図)

基本方針

4

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合，「水素爆発」の発生を仮
定する対象機器に圧縮空気を供給し，水素爆発の発生を未然に防止するた
めに必要な重大事故等対処設備として，代替安全圧縮空気系の水素爆発を
未然に防止するための空気の供給に使用する設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

5

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合，「水素爆発」の発生を仮
定する対象機器に圧縮空気を供給し，水素爆発が続けて生じるおそれがな
い状態を維持するために必要な重大事故等対処設備として，代替安全圧縮
空気系の水素爆発の再発を防止するための空気の供給に使用する設備を設
ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

6

「水素爆発」の発生を仮定する機器において水素爆発が発生した場合に水
素爆発の発生により気相中に移行する放射性物質を，これらの機器に接続
する塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止し，塔槽類廃ガス処理設備の流
路を遮断することで，水素爆発の発生を仮定する対象機器からの排気をセ
ルに導出するために必要な重大事故等対処設備として，代替換気設備のセ
ルへの導出経路の構築をするために必要な設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

7

「水素爆発」の発生を仮定する機器において水素爆発が発生した場合に水
素爆発の発生を仮定する対象機器からセルに導出された放射性エアロゾル
を除去し，主排気筒を介して大気中に管理しながら放出するために必要な
重大事故等対処設備として，代替換気設備の代替セル排気系による対応を
するために必要な設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

8

上記の対処は，「4.3　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための
設備」に示す状態と重畳した場合においても必要な機能を発揮する設計と
する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

10

第2章　個別項目
7　その他再処理設備の附属施設
7.1　動力装置及び非常用動力装置
7.1.2　圧縮空気設備
7.1.2.3　代替安全圧縮空気系
代替安全圧縮空気系は，放射線分解により発生する水素による爆発（以下
7.1.2.3では「水素爆発」という。）を未然に防止するための空気の供給
に使用する設備及び水素爆発の再発を防止するための空気の供給に使用す
る設備で構成する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

11

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合において，「水素爆発」の
発生を仮定する機器に圧縮空気を供給し，水素爆発の発生を未然に防止す
るために必要な，水素爆発を未然に防止するための空気の供給に使用する
設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

12

水素爆発を未然に防止するための対策が機能しなかった場合に備え，「水
素爆発」の発生を仮定する機器に水素爆発を未然に防止するための対策に
使用する系統とは異なる系統から圧縮空気を供給し，水素爆発が続けて生
じるおそれがない状態を維持するために必要な，水素爆発の再発を防止す
るための空気の供給に使用する設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

13

代替安全圧縮空気系は，圧縮空気自動供給貯槽，圧縮空気自動供給ユニッ
ト，機器圧縮空気自動供給ユニット，可搬型空気圧縮機，可搬型建屋外
ホース，可搬型建屋内ホース，水素爆発を未然に防止するために「水素爆
発」を仮定する機器に圧縮空気を供給する安全圧縮空気系の水素掃気系の
恒設の主配管（以下7.2.2.1では「水素掃気配管・弁」という。），水素
爆発を未然に防止するため又は水素爆発の再発を防止するために「水素爆
発」を仮定する機器に圧縮空気を供給する安全圧縮空気系の水素掃気系以
外の恒設の主配管等（以下7.2.2.1では「機器圧縮空気供給配管・弁」と
いう。），可搬型建屋外ホースから水素掃気配管・弁又は機器圧縮空気供
給配管・弁まで圧縮空気を中継するために使用する恒設の主配管（以下
7.2.2.1では「建屋内空気中継配管」という。）及び圧縮空気手動供給ユ
ニット並びに設計基準対象の施設と兼用する「水素爆発」の発生を仮定す
る機器で構成する。

機能要求①
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針
（設備構成）

9

なお，水素爆発の発生又は拡大を防止するために使用する代替安全圧縮空
気系の設計については，第2章　個別項目の「7.1.2　圧縮空気設備」の
「7.1.2.3　代替安全圧縮空気系」に，代替換気設備の設計については，
第2章　個別項目の「5.1　気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.6　代替換気
設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○ ― 基本方針 ― ― ―

○ ― 基本方針 ― ― ―

○ ―

代替安全圧縮空気系
(許可文中，第9.3-4表(1)，第9.3-3～12図系統概
要図)
代替換気設備
(許可分中，第7.2-31表(1)，第7.2-37，38図)

― ― ―

○ ― 基本方針 ― ― ―

○ ― 基本方針 ― ― ―

○ ― 基本方針 ― ― ―

○ ― 基本方針 ― ― ―

○ ― 基本方針 ― ― ―

○ ― 基本方針 ― ― ―

○ ― 基本方針 ― ― ―

○ ― 基本方針 ― ― ―

○ ― 代替安全圧縮空気系 ― ― ―

Ⅲ-2　放射線分解により発生する水素による爆発
に対処するための設備に関する説明書
2.　代替安全圧縮空気系の基本方針
2.2　基本設計方針

【2.基本方針】
　代替安全圧縮空気系は，水素爆発を未然に防止
するための空気の供給に使用する設備及び水素爆
発の再発を防止するための空気の供給に使用する
設備で構成する。
安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合に
おいて，「水素爆発」の発生を仮定する機器に圧
縮空気を供給し，水素爆発の発生を未然に防止す
るために必要な，水素爆発を未然に防止するため
の空気の供給に使用する設備を設ける設計とす
る。
水素爆発を未然に防止するための対策が機能しな
かった場合に備え，「水素爆発」の発生を仮定す
る機器に水素爆発を未然に防止するための対策に
使用する系統とは異なる系統から圧縮空気を供給
し，水素爆発が続けて生じるおそれがない状態を
維持するために必要な，水素爆発の再発を防止す
るための空気の供給に使用する設備を設ける設計
とする。
代替安全圧縮空気系は，圧縮空気自動供給貯槽，
圧縮空気自動供給ユニット，機器圧縮空気自動供
給ユニット，可搬型空気圧縮機，可搬型建屋外
ホース，可搬型建屋内ホース，水素爆発を未然に
防止するために「水素爆発」を仮定する機器に圧
縮空気を供給する安全圧縮空気系の水素掃気系の
恒設の主配管（以下，Ⅲ-2では「水素掃気配管・
弁」という。），水素爆発を未然に防止するため
又は水素爆発の再発を防止するために「水素爆
発」を仮定する機器に圧縮空気を供給する安全圧
縮空気系の水素掃気系以外の恒設の主配管等（以
下，Ⅲ-2では「機器圧縮空気供給配管・弁」とい
う。），可搬型建屋外ホースから水素掃気配管・
弁又は機器圧縮空気供給配管・弁まで圧縮空気を
中継するために使用する恒設の主配管（以下，Ⅲ
-2では「建屋内空気中継配管」という。）及び圧
縮空気手動供給ユニット並びに設計基準対象の施
設と兼用する「水素爆発」の発生を仮定する機器
で構成する。

○ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅲ-2　放射線分解により発生する水素による爆発
に対処するための設備に関する説明書
1.　放射線分解により発生する水素による爆発に
対処するための設備の基本方針
1.2　基本方針

【1.2　基本方針】
セル内において放射線分解によって発生する水素
が再処理設備の内部に滞留することを防止する機
能を有する施設のうち，重大事故の「水素爆発」
の発生を仮定する機器には，重大事故の発生又は
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故
等対処設備を設ける設計とする。
セル内において放射線分解によって発生する水素
が再処理設備の内部に滞留することを防止する機
能を有する施設には，水素爆発の発生を未然に防
止するとともに，水素爆発が発生した場合におい
て，水素爆発が続けて生じるおそれがない状態を
維持し，水素爆発が発生した設備に接続する換気
系統の配管の流路を遮断するために必要な設備及
び換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセ
ル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出
できるようにし，放射性物質の放出による影響を
緩和するために必要な重大事故等対処設備を設け
る設計とする。
水素爆発に対処するための設備は，代替安全圧縮
空気系及び代替換気設備で構成する。
安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合，
「水素爆発」の発生を仮定する対象機器に圧縮空
気を供給し，水素爆発の発生を未然に防止するた
めに必要な重大事故等対処設備として，代替安全
圧縮空気系の水素爆発を未然に防止するための空
気の供給に使用する設備を設ける設計とする。
安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合，
「水素爆発」の発生を仮定する対象機器に圧縮空
気を供給し，水素爆発が続けて生じるおそれがな
い状態を維持するために必要な重大事故等対処設
備として，代替安全圧縮空気系の水素爆発の再発
を防止するための空気の供給に使用する設備を設
ける設計とする。
「水素爆発」の発生を仮定する機器において水素
爆発が発生した場合に水素爆発の発生により気相
中に移行する放射性物質を，これらの機器に接続
する塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止し，塔
槽類廃ガス処理設備の流路を遮断することで，水
素爆発の発生を仮定する対象機器からの排気をセ
ルに導出するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替換気設備のセルへの導出経路の構築を
するために必要な設備を設ける設計とする。
「水素爆発」の発生を仮定する機器において水素
爆発が発生した場合に，「水素爆発」の発生を仮
定する機器からセルに導出された放射性エアロゾ
ルを除去し，主排気筒を介して大気中に管理しな
がら放出するために必要な重大事故等対処設備と
して，代替換気設備の代替セル排気系による対応
をするために必要な設備を設ける設計とする。
上記の代替安全圧縮空気系及び代替換気設備は，
「4.3　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処す
るための設備」に示す状態と重畳した場合におい
ても必要な機能を発揮する設計とする。
なお，代替安全圧縮空気系の設計については｢2.
代替安全圧縮空気系の基本方針｣に，代替換気設
備の設計については「Ⅵ－１－６－２　代替換気
設備に関する説明書」に示す。

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

Ⅲ－２
放射線分解により発生する水素による爆発に対処
するための設備に関する説明書
2.　代替安全圧縮空気系の基本方針
2.3　　代替安全圧縮空気系及び関連設備の系統
設計方針
2.3.1　水素爆発を未然に防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.1.2　補機駆動用燃料補給設備
2.3.2　水素爆発の再発を防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.2.2　補機駆動用燃料補給設備

Ⅲ－２
放射線分解により発生する水素による爆発に対処
するための設備に関する説明書
2.　代替安全圧縮空気系の基本方針
2.3　　代替安全圧縮空気系及び関連設備の系統
設計方針
2.3.1　水素爆発を未然に防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.1.3　計測制御設備
2.3.2　水素爆発の再発を防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.2.3　計測制御設備

【2.3.1.2　補機駆動用燃料補給設備，2.3.2.2
補機駆動用燃料補給設備】
水素爆発への対処に使用する補機駆動用燃料補給
設備について説明する。

【2.3.1.3　計測制御設備，2.3.2.3　計測制御設
備】
水素爆発への対処に使用する計測制御設備につい
て説明する。

―14

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合の重大事故等対処設備とし
て，代替安全圧縮空気系の他，補器駆動用燃料補給設備の軽油貯槽及び軽
油用タンクローリ並びに計測制御設備の可搬型圧縮空気自動供給貯槽圧力
計，可搬型圧縮空気自動供給ユニット圧力計，可搬型機器圧縮空気自動供
給ユニット圧力計，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計，可搬型水素掃気系統
圧縮空気圧力計，可搬型かくはん系統圧縮空気圧力計，可搬型セル導出ユ
ニット流量計，可搬型水素濃度計及び可搬型貯槽温度計及び可搬型圧縮空
気手動供給ユニット接続系統圧力計を使用する設計とする。
なお，補器駆動用燃料補給設備については，第2章　個別項目の「7.1.1
電気設備」の「7.1.1.11　補器駆動用燃料補給設備」に，計測制御設備に
ついては第2章　個別項目の「4.1　計測制御設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

代替安全圧縮空気系は，可搬型空気圧縮機と水素掃気配管・弁又は機器圧
縮空気供給配管・弁を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用い
て接続した上で，可搬型空気圧縮機を運転することで，「水素爆発」の発
生を仮定する機器へ圧縮空気を供給し，水素濃度を可燃限界濃度未満に維
持できる設計とする。

機能要求②

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施
設と兼用）
〇貯槽
・中継槽
・計量前中間貯槽
・計量後中間貯槽
・計量・調整槽
・計量補助槽
・溶解液中間貯槽
・溶解液供給槽
・抽出廃液受槽
・抽出廃液中間貯槽
・抽出廃液供給槽
・プルトニウム溶液受槽(分配設備)
・プルトニウム溶液中間貯槽
・第２一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設
備)
・第３一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設
備)
・第４一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設
備)
・高レベル廃液濃縮缶
・プルトニウム溶液供給槽
・プルトニウム溶液受槽(プルトニウム精製設備)
・油水分離槽
・プルトニウム濃縮缶供給槽
・プルトニウム濃縮缶
・プルトニウム溶液一時貯槽
・プルトニウム濃縮液受槽
・プルトニウム濃縮液計量槽
・プルトニウム濃縮液中間貯槽
・プルトニウム濃縮液一時貯槽
・リサイクル槽
・希釈槽
・第２一時貯留処理槽(精製建屋一時貯留処理槽)
・第３一時貯留処理槽(精製建屋一時貯留処理槽)
・第７一時貯留処理槽
・硝酸プルトニウム貯槽
・混合槽
・一時貯槽
・第１高レベル濃縮廃液一時貯槽
・第２高レベル濃縮廃液一時貯槽
・第１高レベル濃縮廃液貯槽
・第２高レベル濃縮廃液貯槽
・高レベル廃液共用貯槽
・高レベル廃液混合槽
・供給液槽
・供給槽
〇可搬型空気圧縮機
〇可搬型建屋外ホース
〇可搬型建屋内ホース

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅲ-2　放射線分解により発生する水素による爆発
に対処するための設備に関する説明書
2.　代替安全圧縮空気系の基本方針
2.3　代替安全圧縮空気系及び関連設備の系統設
計方針
2.3.1　水素爆発を未然に防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.1.1　代替安全圧縮空気系
2.3.2　水素爆発の再発を防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.2.1　代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全圧縮空気系

―

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全圧縮空気系の系統構成や設備仕様を説明
する。

【2.3.1.1　代替安全圧縮空気系】
　代替安全圧縮空気系は，可搬型空気圧縮機と水
素掃気配管・弁又は機器圧縮空気供給配管・弁を
可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用
いて接続した上で，可搬型空気圧縮機を運転する
ことで，「水素爆発」の発生を仮定する機器へ圧
縮空気を供給し，水素濃度を可燃限界濃度未満に
維持できる設計とする。

【2.3.2.1　代替安全圧縮空気系】
　代替安全圧縮空気系は，可搬型空気圧縮機と機
器圧縮空気供給配管・弁を可搬型建屋外ホース，
可搬型建屋内ホース及び建屋内空気中継配管を用
いて接続した上で，可搬型空気圧縮機を運転する
ことで，「水素爆発」の発生を仮定する機器へ圧
縮空気を供給し，水素濃度を可燃限界濃度未満に
維持できる設計とする。

― ― ― ―15

― ― ― ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

14

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した場合の重大事故等対処設備とし
て，代替安全圧縮空気系の他，補器駆動用燃料補給設備の軽油貯槽及び軽
油用タンクローリ並びに計測制御設備の可搬型圧縮空気自動供給貯槽圧力
計，可搬型圧縮空気自動供給ユニット圧力計，可搬型機器圧縮空気自動供
給ユニット圧力計，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計，可搬型水素掃気系統
圧縮空気圧力計，可搬型かくはん系統圧縮空気圧力計，可搬型セル導出ユ
ニット流量計，可搬型水素濃度計及び可搬型貯槽温度計及び可搬型圧縮空
気手動供給ユニット接続系統圧力計を使用する設計とする。
なお，補器駆動用燃料補給設備については，第2章　個別項目の「7.1.1
電気設備」の「7.1.1.11　補器駆動用燃料補給設備」に，計測制御設備に
ついては第2章　個別項目の「4.1　計測制御設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

代替安全圧縮空気系は，可搬型空気圧縮機と水素掃気配管・弁又は機器圧
縮空気供給配管・弁を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用い
て接続した上で，可搬型空気圧縮機を運転することで，「水素爆発」の発
生を仮定する機器へ圧縮空気を供給し，水素濃度を可燃限界濃度未満に維
持できる設計とする。

機能要求②

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施
設と兼用）
〇貯槽
・中継槽
・計量前中間貯槽
・計量後中間貯槽
・計量・調整槽
・計量補助槽
・溶解液中間貯槽
・溶解液供給槽
・抽出廃液受槽
・抽出廃液中間貯槽
・抽出廃液供給槽
・プルトニウム溶液受槽(分配設備)
・プルトニウム溶液中間貯槽
・第２一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設
備)
・第３一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設
備)
・第４一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設
備)
・高レベル廃液濃縮缶
・プルトニウム溶液供給槽
・プルトニウム溶液受槽(プルトニウム精製設備)
・油水分離槽
・プルトニウム濃縮缶供給槽
・プルトニウム濃縮缶
・プルトニウム溶液一時貯槽
・プルトニウム濃縮液受槽
・プルトニウム濃縮液計量槽
・プルトニウム濃縮液中間貯槽
・プルトニウム濃縮液一時貯槽
・リサイクル槽
・希釈槽
・第２一時貯留処理槽(精製建屋一時貯留処理槽)
・第３一時貯留処理槽(精製建屋一時貯留処理槽)
・第７一時貯留処理槽
・硝酸プルトニウム貯槽
・混合槽
・一時貯槽
・第１高レベル濃縮廃液一時貯槽
・第２高レベル濃縮廃液一時貯槽
・第１高レベル濃縮廃液貯槽
・第２高レベル濃縮廃液貯槽
・高レベル廃液共用貯槽
・高レベル廃液混合槽
・供給液槽
・供給槽
〇可搬型空気圧縮機
〇可搬型建屋外ホース
〇可搬型建屋内ホース

設計方針15

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅲ-2　放射線分解により発生する水素による爆発
に対処するための設備に関する説明書
2.　代替安全圧縮空気系の基本方針
2.3　代替安全圧縮空気系及び関連設備の系統設
計方針
2.3.1　水素爆発を未然に防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.1.1　代替安全圧縮空気系
2.3.2　水素爆発の再発を防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.2.1　代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全圧縮空気系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全圧縮空気系の系統構成や設備仕様を説明
する。

【2.3.1.1　代替安全圧縮空気系】
　代替安全圧縮空気系は，可搬型空気圧縮機と水
素掃気配管・弁又は機器圧縮空気供給配管・弁を
可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用
いて接続した上で，可搬型空気圧縮機を運転する
ことで，「水素爆発」の発生を仮定する機器へ圧
縮空気を供給し，水素濃度を可燃限界濃度未満に
維持できる設計とする。

【2.3.2.1　代替安全圧縮空気系】
　代替安全圧縮空気系は，可搬型空気圧縮機と機
器圧縮空気供給配管・弁を可搬型建屋外ホース，
可搬型建屋内ホース及び建屋内空気中継配管を用
いて接続した上で，可搬型空気圧縮機を運転する
ことで，「水素爆発」の発生を仮定する機器へ圧
縮空気を供給し，水素濃度を可燃限界濃度未満に
維持できる設計とする。

○ ―

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施
設と兼用）
〇貯槽
・中継槽
・計量前中間貯槽
・計量後中間貯槽
・計量・調整槽
・計量補助槽
・溶解液中間貯槽
・溶解液供給槽
・抽出廃液受槽
・抽出廃液中間貯槽
・抽出廃液供給槽
・プルトニウム溶液受槽(分配設備)
・プルトニウム溶液中間貯槽
・第２一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設
備)
・第３一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設
備)
・第４一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設
備)
・高レベル廃液濃縮缶
・プルトニウム溶液供給槽
・プルトニウム溶液受槽(プルトニウム精製設備)
・油水分離槽
・プルトニウム濃縮缶供給槽
・プルトニウム濃縮缶
・プルトニウム溶液一時貯槽
・プルトニウム濃縮液受槽
・プルトニウム濃縮液計量槽
・プルトニウム濃縮液中間貯槽
・プルトニウム濃縮液一時貯槽
・リサイクル槽
・希釈槽
・第２一時貯留処理槽(精製建屋一時貯留処理槽)
・第３一時貯留処理槽(精製建屋一時貯留処理槽)
・第７一時貯留処理槽
・硝酸プルトニウム貯槽
・混合槽
・一時貯槽
・第１高レベル濃縮廃液一時貯槽
・第２高レベル濃縮廃液一時貯槽
・第１高レベル濃縮廃液貯槽
・第２高レベル濃縮廃液貯槽
・高レベル廃液共用貯槽
・高レベル廃液混合槽
・供給液槽
・供給槽
〇可搬型空気圧縮機
〇可搬型建屋外ホース
〇可搬型建屋内ホース

― ―

＜主配管＞
・個数
・取付箇所
・最高使用圧力
・最高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
＜容器＞
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料

―

Ⅲ－２
放射線分解により発生する水素による爆発に対処
するための設備に関する説明書
2.　代替安全圧縮空気系の基本方針
2.3　　代替安全圧縮空気系及び関連設備の系統
設計方針
2.3.1　水素爆発を未然に防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.1.2　補機駆動用燃料補給設備
2.3.2　水素爆発の再発を防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.2.2　補機駆動用燃料補給設備

Ⅲ－２
放射線分解により発生する水素による爆発に対処
するための設備に関する説明書
2.　代替安全圧縮空気系の基本方針
2.3　　代替安全圧縮空気系及び関連設備の系統
設計方針
2.3.1　水素爆発を未然に防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.1.3　計測制御設備
2.3.2　水素爆発の再発を防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.2.3　計測制御設備

【2.3.1.2　補機駆動用燃料補給設備，2.3.2.2
補機駆動用燃料補給設備】
水素爆発への対処に使用する補機駆動用燃料補給
設備について説明する。

【2.3.1.3　計測制御設備，2.3.2.3　計測制御設
備】
水素爆発への対処に使用する計測制御設備につい
て説明する。

○ ― 基本方針 ― ―

847



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

18

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給系は，安全圧縮空気系の配管の内
圧が所定の圧力（約0.7MPa[gage]）を下回った場合に，自動で圧縮空気を
供給する設計とする。代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動供給ユニッ
トに切り替えるまでの間，未然防止濃度未満を維持するために必要な流量
を確保する設計とする。

機能要求②

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施
設と兼用）
〇貯槽(項目番号17に示したものと同様)
〇圧縮空気自動供給貯槽
〇圧縮空気自動供給ユニット

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅲ-2　放射線分解により発生する水素による爆発
に対処するための設備に関する説明書
2.　代替安全圧縮空気系の基本方針
2.3　代替安全圧縮空気系及び関連設備の系統設
計方針
2.3.1　水素爆発を未然に防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.1.1　代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全圧縮空気系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全圧縮空気系の系統構成や設備仕様を説明
する。

【2.3.1.1　代替安全圧縮空気系】
　代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給系は，
安全圧縮空気系の配管の内圧が所定の圧力（約
0.7ＭＰａ[gage]）を下回った場合に，自動で圧
縮空気を供給する設計とする。代替安全圧縮空気
系の機器圧縮空気自動供給ユニットに切り替える
までの間，未然防止濃度未満を維持するために必
要な流量を確保する設計とする。

― ― ― ― ―

19

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機からの空気の供給開始前に未然防
止濃度に至る可能性のある「水素爆発」の発生を仮定する機器に対して，
代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動供給ユニットを設置する設計とす
る。機器圧縮空気自動供給ユニットは，圧縮空気自動供給貯槽及び圧縮空
気自動供給ユニットよりも貯槽等に近い代替安全圧縮空気系の水素掃気配
管・弁に設置し，圧縮空気を供給できる設計とする。

機能要求②

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施
設と兼用）
〇貯槽(項目番号17に示したものと同様)
〇機器圧縮空気自動供給ユニット

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅲ-2　放射線分解により発生する水素による爆発
に対処するための設備に関する説明書
2.　代替安全圧縮空気系の基本方針
2.3　代替安全圧縮空気系及び関連設備の系統設
計方針
2.3.1　水素爆発を未然に防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.1.1　代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全圧縮空気系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全圧縮空気系の系統構成や設備仕様を説明
する。

【2.3.1.1　代替安全圧縮空気系】
　代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機からの
空気の供給開始前に未然防止濃度に至る可能性の
ある「水素爆発」の発生を仮定する機器に対し
て，代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動供給
ユニットを設置する設計とする。機器圧縮空気自
動供給ユニットは，圧縮空気自動供給貯槽及び圧
縮空気自動供給ユニットよりも貯槽等に近い代替
安全圧縮空気系の水素掃気配管に設置し，圧縮空
気を供給できる設計とする。

― ― ― ― ―

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅲ-2　放射線分解により発生する水素による爆発
に対処するための設備に関する説明書
2.　代替安全圧縮空気系の基本方針
2.3　代替安全圧縮空気系及び関連設備の系統設
計方針
2.3.1　水素爆発を未然に防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.1.1　代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全圧縮空気系

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施
設と兼用）
〇貯槽
・溶解液中間貯槽
・溶解液供給槽
・抽出廃液受槽
・抽出廃液中間貯槽
・抽出廃液供給槽
・プルトニウム溶液受槽(分配設備)
・プルトニウム溶液中間貯槽
・第２一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設
備)
・第３一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設
備)
・第４一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設
備)
・高レベル廃液濃縮缶
・プルトニウム溶液供給槽
・プルトニウム溶液受槽(プルトニウム精製設備)
・油水分離槽
・プルトニウム濃縮缶供給槽
・プルトニウム濃縮缶
・プルトニウム溶液一時貯槽
・プルトニウム濃縮液受槽
・プルトニウム濃縮液計量槽
・プルトニウム濃縮液中間貯槽
・プルトニウム濃縮液一時貯槽
・リサイクル槽
・希釈槽
・第２一時貯留処理槽(精製建屋一時貯留処理設
備)
・第３一時貯留処理槽(精製建屋一時貯留処理設
備)
・第７一時貯留処理槽
・硝酸プルトニウム貯槽
・混合槽
・一時貯槽
〇圧縮空気自動供給貯槽
〇圧縮空気自動供給ユニット

16

代替安全圧縮空気系は，圧縮空気設備の安全圧縮空気系の水素掃気機能が
喪失し，系統内の圧力が低下した場合，溶液の性状ごとに水素掃気機能喪
失から重大事故等対策の準備に使用することができる時間が短い分離建
屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素掃気配管・弁
に圧縮空気自動供給貯槽及び圧縮空気自動供給ユニットから機器圧縮空気
自動供給ユニットに切り替えるまでの間，自動で水素燃焼時においても貯
槽等に影響を与えないドライ換算8vol％（以下7.1.2.3では「未然防止濃
度」という。）未満を維持するために必要な圧縮空気を供給できる設計と
する。

機能要求②

機能要求②17

代替安全圧縮空気系は，水素発生量の増加が想定される時間の前に，圧縮
空気自動供給貯槽及び圧縮空気自動供給ユニットから機器圧縮空気自動供
給ユニットへの切り替えを行い，可搬型空気圧縮機により圧縮空気を供給
するまでの間，未然防止濃度に維持するために十分な量の圧縮空気を供給
できる設計とする。

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施
設と兼用）
〇貯槽
・プルトニウム溶液受槽(分配設備)
・プルトニウム溶液中間貯槽
・第２一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設
備)
・プルトニウム溶液受槽(プルトニウム精製設
備）
・油水分離槽
・プルトニウム濃縮缶供給槽
・プルトニウム溶液一時貯槽
・プルトニウム濃縮液受槽
・プルトニウム濃縮液計量槽
・プルトニウム濃縮液中間貯槽
・プルトニウム濃縮液一時貯槽
・リサイクル槽
・希釈槽
・第２一時貯留処理槽(精製建屋一時貯留処理設
備)
・第３一時貯留処理槽(精製建屋一時貯留処理設
備)
・硝酸プルトニウム貯槽
・混合槽
・一時貯槽
〇機器圧縮空気自動供給ユニット

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅲ-2　放射線分解により発生する水素による爆発
に対処するための設備に関する説明書
2.　代替安全圧縮空気系の基本方針
2.3　代替安全圧縮空気系及び関連設備の系統設
計方針
2.3.1　水素爆発を未然に防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.1.1　代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全圧縮空気系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全圧縮空気系の系統構成や設備仕様を説明
する。

【2.3.1.1　代替安全圧縮空気系】
代替安全圧縮空気系は，圧縮空気設備の安全圧縮
空気系の水素掃気機能が喪失し，系統内の圧力が
低下した場合，溶液の性状ごとに水素掃気機能喪
失から重大事故等対策の準備に使用することがで
きる時間が短い分離建屋，精製建屋及びウラン・
プルトニウム混合脱硝建屋の水素掃気配管・弁に
圧縮空気自動供給貯槽及び圧縮空気自動供給ユ
ニットから機器圧縮空気自動供給ユニットに切り
替えるまでの間，自動で未然防止濃度未満を維持
するために必要な圧縮空気を供給できる設計とす
る。

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全圧縮空気系の系統構成や設備仕様を説明
する。

【2.3.1.1　代替安全圧縮空気系】
代替安全圧縮空気系は，水素発生量の増加が想定
される時間の前に，圧縮空気自動供給貯槽及び圧
縮空気自動供給ユニットから機器圧縮空気自動供
給ユニットへの切り替えを行い，可搬型空気圧縮
機により圧縮空気を供給するまでの間，未然防止
濃度に維持するために十分な量の圧縮空気を供給
できる設計とする。

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

18

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給系は，安全圧縮空気系の配管の内
圧が所定の圧力（約0.7MPa[gage]）を下回った場合に，自動で圧縮空気を
供給する設計とする。代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動供給ユニッ
トに切り替えるまでの間，未然防止濃度未満を維持するために必要な流量
を確保する設計とする。

機能要求②

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施
設と兼用）
〇貯槽(項目番号17に示したものと同様)
〇圧縮空気自動供給貯槽
〇圧縮空気自動供給ユニット

設計方針

19

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機からの空気の供給開始前に未然防
止濃度に至る可能性のある「水素爆発」の発生を仮定する機器に対して，
代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動供給ユニットを設置する設計とす
る。機器圧縮空気自動供給ユニットは，圧縮空気自動供給貯槽及び圧縮空
気自動供給ユニットよりも貯槽等に近い代替安全圧縮空気系の水素掃気配
管・弁に設置し，圧縮空気を供給できる設計とする。

機能要求②

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施
設と兼用）
〇貯槽(項目番号17に示したものと同様)
〇機器圧縮空気自動供給ユニット

設計方針

設計方針

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施
設と兼用）
〇貯槽
・溶解液中間貯槽
・溶解液供給槽
・抽出廃液受槽
・抽出廃液中間貯槽
・抽出廃液供給槽
・プルトニウム溶液受槽(分配設備)
・プルトニウム溶液中間貯槽
・第２一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設
備)
・第３一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設
備)
・第４一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設
備)
・高レベル廃液濃縮缶
・プルトニウム溶液供給槽
・プルトニウム溶液受槽(プルトニウム精製設備)
・油水分離槽
・プルトニウム濃縮缶供給槽
・プルトニウム濃縮缶
・プルトニウム溶液一時貯槽
・プルトニウム濃縮液受槽
・プルトニウム濃縮液計量槽
・プルトニウム濃縮液中間貯槽
・プルトニウム濃縮液一時貯槽
・リサイクル槽
・希釈槽
・第２一時貯留処理槽(精製建屋一時貯留処理設
備)
・第３一時貯留処理槽(精製建屋一時貯留処理設
備)
・第７一時貯留処理槽
・硝酸プルトニウム貯槽
・混合槽
・一時貯槽
〇圧縮空気自動供給貯槽
〇圧縮空気自動供給ユニット

16

代替安全圧縮空気系は，圧縮空気設備の安全圧縮空気系の水素掃気機能が
喪失し，系統内の圧力が低下した場合，溶液の性状ごとに水素掃気機能喪
失から重大事故等対策の準備に使用することができる時間が短い分離建
屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素掃気配管・弁
に圧縮空気自動供給貯槽及び圧縮空気自動供給ユニットから機器圧縮空気
自動供給ユニットに切り替えるまでの間，自動で水素燃焼時においても貯
槽等に影響を与えないドライ換算8vol％（以下7.1.2.3では「未然防止濃
度」という。）未満を維持するために必要な圧縮空気を供給できる設計と
する。

機能要求②

機能要求②17

代替安全圧縮空気系は，水素発生量の増加が想定される時間の前に，圧縮
空気自動供給貯槽及び圧縮空気自動供給ユニットから機器圧縮空気自動供
給ユニットへの切り替えを行い，可搬型空気圧縮機により圧縮空気を供給
するまでの間，未然防止濃度に維持するために十分な量の圧縮空気を供給
できる設計とする。

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施
設と兼用）
〇貯槽
・プルトニウム溶液受槽(分配設備)
・プルトニウム溶液中間貯槽
・第２一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設
備)
・プルトニウム溶液受槽(プルトニウム精製設
備）
・油水分離槽
・プルトニウム濃縮缶供給槽
・プルトニウム溶液一時貯槽
・プルトニウム濃縮液受槽
・プルトニウム濃縮液計量槽
・プルトニウム濃縮液中間貯槽
・プルトニウム濃縮液一時貯槽
・リサイクル槽
・希釈槽
・第２一時貯留処理槽(精製建屋一時貯留処理設
備)
・第３一時貯留処理槽(精製建屋一時貯留処理設
備)
・硝酸プルトニウム貯槽
・混合槽
・一時貯槽
〇機器圧縮空気自動供給ユニット

設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ ―

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施
設と兼用）
〇貯槽(項目番号17に示したものと同様)
〇圧縮空気自動供給貯槽
〇圧縮空気自動供給ユニット

― ―

＜主配管＞
・個数
・取付箇所
・最高使用圧力
・最高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
＜容器＞
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅲ-2　放射線分解により発生する水素による爆発
に対処するための設備に関する説明書
2.　代替安全圧縮空気系の基本方針
2.3　代替安全圧縮空気系及び関連設備の系統設
計方針
2.3.1　水素爆発を未然に防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.1.1　代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全圧縮空気系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全圧縮空気系の系統構成や設備仕様を説明
する。

【2.3.1.1　代替安全圧縮空気系】
　代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給系は，
安全圧縮空気系の配管の内圧が所定の圧力（約
0.7ＭＰａ[gage]）を下回った場合に，自動で圧
縮空気を供給する設計とする。代替安全圧縮空気
系の機器圧縮空気自動供給ユニットに切り替える
までの間，未然防止濃度未満を維持するために必
要な流量を確保する設計とする。

○ ―

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施
設と兼用）
〇貯槽(項目番号17に示したものと同様)
〇機器圧縮空気自動供給ユニット

― ―

＜主配管＞
・個数
・取付箇所
・最高使用圧力
・最高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
＜容器＞
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅲ-2　放射線分解により発生する水素による爆発
に対処するための設備に関する説明書
2.　代替安全圧縮空気系の基本方針
2.3　代替安全圧縮空気系及び関連設備の系統設
計方針
2.3.1　水素爆発を未然に防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.1.1　代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全圧縮空気系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全圧縮空気系の系統構成や設備仕様を説明
する。

【2.3.1.1　代替安全圧縮空気系】
　代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機からの
空気の供給開始前に未然防止濃度に至る可能性の
ある「水素爆発」の発生を仮定する機器に対し
て，代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動供給
ユニットを設置する設計とする。機器圧縮空気自
動供給ユニットは，圧縮空気自動供給貯槽及び圧
縮空気自動供給ユニットよりも貯槽等に近い代替
安全圧縮空気系の水素掃気配管に設置し，圧縮空
気を供給できる設計とする。

＜主配管＞
・個数
・取付箇所
・最高使用圧力
・最高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
＜容器＞
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料

＜主配管＞
・個数
・取付箇所
・最高使用圧力
・最高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
＜容器＞
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料

―

―

○ ―

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施
設と兼用）
〇貯槽
・溶解液中間貯槽
・溶解液供給槽
・抽出廃液受槽
・抽出廃液中間貯槽
・抽出廃液供給槽
・プルトニウム溶液受槽(分配設備)
・プルトニウム溶液中間貯槽
・第２一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設
備)
・第３一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設
備)
・第４一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設
備)
・高レベル廃液濃縮缶
・プルトニウム溶液供給槽
・プルトニウム溶液受槽(プルトニウム精製設備)
・油水分離槽
・プルトニウム濃縮缶供給槽
・プルトニウム濃縮缶
・プルトニウム溶液一時貯槽
・プルトニウム濃縮液受槽
・プルトニウム濃縮液計量槽
・プルトニウム濃縮液中間貯槽
・プルトニウム濃縮液一時貯槽
・リサイクル槽
・希釈槽
・第２一時貯留処理槽(精製建屋一時貯留処理設
備)
・第３一時貯留処理槽(精製建屋一時貯留処理設
備)
・第７一時貯留処理槽
・硝酸プルトニウム貯槽
・混合槽
・一時貯槽
〇圧縮空気自動供給貯槽
〇圧縮空気自動供給ユニット

―

○ ―

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施
設と兼用）
〇貯槽
・プルトニウム溶液受槽(分配設備)
・プルトニウム溶液中間貯槽
・第２一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設
備)
・プルトニウム溶液受槽(プルトニウム精製設
備）
・油水分離槽
・プルトニウム濃縮缶供給槽
・プルトニウム溶液一時貯槽
・プルトニウム濃縮液受槽
・プルトニウム濃縮液計量槽
・プルトニウム濃縮液中間貯槽
・プルトニウム濃縮液一時貯槽
・リサイクル槽
・希釈槽
・第２一時貯留処理槽(精製建屋一時貯留処理設
備)
・第３一時貯留処理槽(精製建屋一時貯留処理設
備)
・硝酸プルトニウム貯槽
・混合槽
・一時貯槽
〇機器圧縮空気自動供給ユニット

―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅲ-2　放射線分解により発生する水素による爆発
に対処するための設備に関する説明書
2.　代替安全圧縮空気系の基本方針
2.3　代替安全圧縮空気系及び関連設備の系統設
計方針
2.3.1　水素爆発を未然に防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.1.1　代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全圧縮空気系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全圧縮空気系の系統構成や設備仕様を説明
する。

【2.3.1.1　代替安全圧縮空気系】
代替安全圧縮空気系は，圧縮空気設備の安全圧縮
空気系の水素掃気機能が喪失し，系統内の圧力が
低下した場合，溶液の性状ごとに水素掃気機能喪
失から重大事故等対策の準備に使用することがで
きる時間が短い分離建屋，精製建屋及びウラン・
プルトニウム混合脱硝建屋の水素掃気配管・弁に
圧縮空気自動供給貯槽及び圧縮空気自動供給ユ
ニットから機器圧縮空気自動供給ユニットに切り
替えるまでの間，自動で未然防止濃度未満を維持
するために必要な圧縮空気を供給できる設計とす
る。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅲ-2　放射線分解により発生する水素による爆発
に対処するための設備に関する説明書
2.　代替安全圧縮空気系の基本方針
2.3　代替安全圧縮空気系及び関連設備の系統設
計方針
2.3.1　水素爆発を未然に防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.1.1　代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全圧縮空気系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全圧縮空気系の系統構成や設備仕様を説明
する。

【2.3.1.1　代替安全圧縮空気系】
代替安全圧縮空気系は，水素発生量の増加が想定
される時間の前に，圧縮空気自動供給貯槽及び圧
縮空気自動供給ユニットから機器圧縮空気自動供
給ユニットへの切り替えを行い，可搬型空気圧縮
機により圧縮空気を供給するまでの間，未然防止
濃度に維持するために十分な量の圧縮空気を供給
できる設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

20
代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動供給ユニットは，安全圧縮空気系
の配管の内圧が所定の圧力（約0.4ＭＰａ[gage]）を下回った場合に自動
で圧縮空気を供給する設計とする。

機能要求②

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施
設と兼用）
〇貯槽(項目番号17に示したものと同様)
〇機器圧縮空気自動供給ユニット

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅲ-2　放射線分解により発生する水素による爆発
に対処するための設備に関する説明書
2.　代替安全圧縮空気系の基本方針
2.3　代替安全圧縮空気系及び関連設備の系統設
計方針
2.3.1　水素爆発を未然に防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.1.1　代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全圧縮空気系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全圧縮空気系の系統構成や設備仕様を説明
する。

【2.3.1.1　代替安全圧縮空気系】
　代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動供給ユ
ニットは，安全圧縮空気系の配管の内圧が所定の
圧力（約0.4ＭＰａ[gage]）を下回った場合に自
動で圧縮空気を供給する設計とする。

― ― ― ― ―

21

代替安全圧縮空気系は，代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動供給ユ
ニットの作動が遅延することにより，貯槽等の水素濃度を未然防止濃度未
満に維持するための機能に悪影響を及ぼすことがないよう，代替安全圧縮
空気系の圧縮空気自動供給貯槽及び圧縮空気自動供給ユニットを隔離する
ことにより機器圧縮空気自動供給ユニットから圧縮空気の供給を開始でき
る設計とする。可搬型空気圧縮機に切り替えるまでの間，未然防止濃度未
満を維持するために必要な量を確保する設計とする。

機能要求②

〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施
設と兼用）
〇貯槽(項目番号17に示したものと同様)
〇圧縮空気自動供給貯槽
〇圧縮空気自動供給ユニット
〇機器圧縮空気自動供給ユニット

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅲ-2　放射線分解により発生する水素による爆発
に対処するための設備に関する説明書
2.　代替安全圧縮空気系の基本方針
2.3　代替安全圧縮空気系及び関連設備の系統設
計方針
2.3.1　水素爆発を未然に防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.1.1　代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全圧縮空気系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全圧縮空気系の系統構成や設備仕様を説明
する。

【2.3.1.1　代替安全圧縮空気系】
　代替安全圧縮空気系は，代替安全圧縮空気系の
機器圧縮空気自動供給ユニットの作動が遅延する
ことにより，貯槽等の水素濃度を未然防止濃度未
満に維持するための機能に悪影響を及ぼすことが
ないよう，代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供
給貯槽及び圧縮空気自動供給ユニットを隔離する
ことにより機器圧縮空気自動供給ユニットから圧
縮空気の供給を開始できる設計とする。可搬型空
気圧縮機に切り替えるまでの間，未然防止濃度未
満を維持するために必要な量を確保する設計とす
る。

― ― ― ― ―

22

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機からの空気の供給開始前に未然防
止濃度に至る可能性のある「水素爆発」の発生を仮定する機器に対して，
圧縮空気手動供給ユニットを設置する設計とする。代替安全圧縮空気系の
圧縮空気手動供給ユニットは，発生防止対策とは異なる機器圧縮空気供給
配管・弁に設置し，圧縮空気を供給できる設計とする。

機能要求②

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施
設と兼用）
〇貯槽(項目番号17に示したものと同様)
〇圧縮空気手動供給ユニット
〇可搬型建屋内ホース

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅲ-2　放射線分解により発生する水素による爆発
に対処するための設備に関する説明書
2.　代替安全圧縮空気系の基本方針
2.3　代替安全圧縮空気系及び関連設備の系統設
計方針
2.3.2　水素爆発の再発を防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.2.1　代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全圧縮空気系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全圧縮空気系の系統構成や設備仕様を説明
する。

【2.3.2.1　代替安全圧縮空気系】
　代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機からの
空気の供給開始前に未然防止濃度に至る可能性の
ある「水素爆発」の発生を仮定する機器に対し
て，圧縮空気手動供給ユニットを設置する設計と
する。代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給ユ
ニットは，発生防止対策とは異なる機器圧縮空気
供給配管・弁に設置し，圧縮空気を供給できる設
計とする。

― ― ― ― ―

24

代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給ユニットは，代替安全圧縮空気系
の可搬型空気圧縮機に切り替えるまでの間，貯槽等内の水素濃度を未然防
止濃度未満に維持するために必要な量の圧縮空気を供給できる設計とす
る。

機能要求②

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施
設と兼用）
〇貯槽(項目番号17に示したものと同様)
〇圧縮空気手動供給ユニット
〇可搬型建屋内ホース

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅲ-2　放射線分解により発生する水素による爆発
に対処するための設備に関する説明書
2.　代替安全圧縮空気系の基本方針
2.3　代替安全圧縮空気系及び関連設備の系統設
計方針
2.3.2　水素爆発の再発を防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.2.1　代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全圧縮空気系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全圧縮空気系の系統構成や設備仕様を説明
する。

【2.3.2.1　代替安全圧縮空気系】
　代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給ユニッ
トは，代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機に
切り替えるまでの間，貯槽等内の水素濃度を未然
防止濃度未満に維持するために必要な量の圧縮空
気を供給できる設計とする

― ― ― ― ―

23
代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給ユニットは，代替安全圧縮空気系
の機器圧縮空気供給配管・弁へ手動により速やかに接続できる設計とす
る。

機能要求①

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6 その他再処理設備の附属施設
8.6.2 圧縮空気設備
8.6.2.1 代替安全圧縮空気系
(6)　操作性の確保

代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～7図）

設計方針(操作性の確
保)

【8.6.2.1 代替安全圧縮空気系 (6)　操作性の確
保】
代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給ユニット
は，代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気供給配
管・弁へ手動により速やかに接続できる設計とす
る。
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機を接続す
る接続口は，コネクタ式に統一することにより，
速やかに，かつ，確実に現場での接続が可能な設
計とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機，圧縮空
気手動供給ユニット，可搬型建屋外ホース及び可
搬型建屋内ホースと代替安全圧縮空気系の建屋内
空気中継配管，水素掃気配管・弁及び機器圧縮空
気供給配管・弁との接続は，コネクタ接続に統一
することにより，速やかに，容易かつ確実に現場
での接続が可能な設計とする。
代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁及び機器
圧縮空気供給配管・弁は，通常時に使用する系統
から速やかに切り替えることができるよう，系統
に必要な弁等を設ける設計とし，それぞれ簡易な
接続及び弁等の操作により安全機能を有する施設
の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに
切り替えられる設計とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホース及び可
搬型建屋外ホースは，容易かつ確実に接続でき，
かつ，複数の系統が相互に使用することができる
よう，ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温
度に応じたコネクタ接続又はより簡便な接続方式
を用いる設計とする。

― ―― ――
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

20
代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動供給ユニットは，安全圧縮空気系
の配管の内圧が所定の圧力（約0.4ＭＰａ[gage]）を下回った場合に自動
で圧縮空気を供給する設計とする。

機能要求②

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施
設と兼用）
〇貯槽(項目番号17に示したものと同様)
〇機器圧縮空気自動供給ユニット

設計方針

21

代替安全圧縮空気系は，代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動供給ユ
ニットの作動が遅延することにより，貯槽等の水素濃度を未然防止濃度未
満に維持するための機能に悪影響を及ぼすことがないよう，代替安全圧縮
空気系の圧縮空気自動供給貯槽及び圧縮空気自動供給ユニットを隔離する
ことにより機器圧縮空気自動供給ユニットから圧縮空気の供給を開始でき
る設計とする。可搬型空気圧縮機に切り替えるまでの間，未然防止濃度未
満を維持するために必要な量を確保する設計とする。

機能要求②

〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施
設と兼用）
〇貯槽(項目番号17に示したものと同様)
〇圧縮空気自動供給貯槽
〇圧縮空気自動供給ユニット
〇機器圧縮空気自動供給ユニット

設計方針

22

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機からの空気の供給開始前に未然防
止濃度に至る可能性のある「水素爆発」の発生を仮定する機器に対して，
圧縮空気手動供給ユニットを設置する設計とする。代替安全圧縮空気系の
圧縮空気手動供給ユニットは，発生防止対策とは異なる機器圧縮空気供給
配管・弁に設置し，圧縮空気を供給できる設計とする。

機能要求②

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施
設と兼用）
〇貯槽(項目番号17に示したものと同様)
〇圧縮空気手動供給ユニット
〇可搬型建屋内ホース

設計方針

24

代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給ユニットは，代替安全圧縮空気系
の可搬型空気圧縮機に切り替えるまでの間，貯槽等内の水素濃度を未然防
止濃度未満に維持するために必要な量の圧縮空気を供給できる設計とす
る。

機能要求②

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施
設と兼用）
〇貯槽(項目番号17に示したものと同様)
〇圧縮空気手動供給ユニット
〇可搬型建屋内ホース

設計方針

23
代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給ユニットは，代替安全圧縮空気系
の機器圧縮空気供給配管・弁へ手動により速やかに接続できる設計とす
る。

機能要求①
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～7図）

設計方針(操作性の確
保)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ ―

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施
設と兼用）
〇貯槽(項目番号17に示したものと同様)
〇機器圧縮空気自動供給ユニット

― ―

＜主配管＞
・個数
・取付箇所
・最高使用圧力
・最高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
＜容器＞
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅲ-2　放射線分解により発生する水素による爆発
に対処するための設備に関する説明書
2.　代替安全圧縮空気系の基本方針
2.3　代替安全圧縮空気系及び関連設備の系統設
計方針
2.3.1　水素爆発を未然に防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.1.1　代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全圧縮空気系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全圧縮空気系の系統構成や設備仕様を説明
する。

【2.3.1.1　代替安全圧縮空気系】
　代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動供給ユ
ニットは，安全圧縮空気系の配管の内圧が所定の
圧力（約0.4ＭＰａ[gage]）を下回った場合に自
動で圧縮空気を供給する設計とする。

○ ―

〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施
設と兼用）
〇貯槽(項目番号17に示したものと同様)
〇圧縮空気自動供給貯槽
〇圧縮空気自動供給ユニット
〇機器圧縮空気自動供給ユニット

― ―

＜主配管＞
・個数
・取付箇所
・最高使用圧力
・最高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
＜容器＞
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅲ-2　放射線分解により発生する水素による爆発
に対処するための設備に関する説明書
2.　代替安全圧縮空気系の基本方針
2.3　代替安全圧縮空気系及び関連設備の系統設
計方針
2.3.1　水素爆発を未然に防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.1.1　代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全圧縮空気系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全圧縮空気系の系統構成や設備仕様を説明
する。

【2.3.1.1　代替安全圧縮空気系】
　代替安全圧縮空気系は，代替安全圧縮空気系の
機器圧縮空気自動供給ユニットの作動が遅延する
ことにより，貯槽等の水素濃度を未然防止濃度未
満に維持するための機能に悪影響を及ぼすことが
ないよう，代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供
給貯槽及び圧縮空気自動供給ユニットを隔離する
ことにより機器圧縮空気自動供給ユニットから圧
縮空気の供給を開始できる設計とする。可搬型空
気圧縮機に切り替えるまでの間，未然防止濃度未
満を維持するために必要な量を確保する設計とす
る。

○ ―

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施
設と兼用）
〇貯槽(項目番号17に示したものと同様)
〇圧縮空気手動供給ユニット
〇可搬型建屋内ホース

― ―

＜主配管＞
・個数
・取付箇所
・最高使用圧力
・最高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
＜容器＞
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅲ-2　放射線分解により発生する水素による爆発
に対処するための設備に関する説明書
2.　代替安全圧縮空気系の基本方針
2.3　代替安全圧縮空気系及び関連設備の系統設
計方針
2.3.2　水素爆発の再発を防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.2.1　代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全圧縮空気系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全圧縮空気系の系統構成や設備仕様を説明
する。

【2.3.2.1　代替安全圧縮空気系】
　代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機からの
空気の供給開始前に未然防止濃度に至る可能性の
ある「水素爆発」の発生を仮定する機器に対し
て，圧縮空気手動供給ユニットを設置する設計と
する。代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給ユ
ニットは，発生防止対策とは異なる機器圧縮空気
供給配管・弁に設置し，圧縮空気を供給できる設
計とする。

○ ―

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施
設と兼用）
〇貯槽(項目番号17に示したものと同様)
〇圧縮空気手動供給ユニット
〇可搬型建屋内ホース

― ―

＜主配管＞
・個数
・取付箇所
・最高使用圧力
・最高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
＜容器＞
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅲ-2　放射線分解により発生する水素による爆発
に対処するための設備に関する説明書
2.　代替安全圧縮空気系の基本方針
2.3　代替安全圧縮空気系及び関連設備の系統設
計方針
2.3.2　水素爆発の再発を防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.2.1　代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全圧縮空気系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全圧縮空気系の系統構成や設備仕様を説明
する。

【2.3.2.1　代替安全圧縮空気系】
　代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給ユニッ
トは，代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機に
切り替えるまでの間，貯槽等内の水素濃度を未然
防止濃度未満に維持するために必要な量の圧縮空
気を供給できる設計とする

――○ ― 代替安全圧縮空気系 ―

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6 その他再処理設備の附属施設
8.6.2 圧縮空気設備
8.6.2.1 代替安全圧縮空気系
(6)　操作性の確保

【8.6.2.1 代替安全圧縮空気系 (6)　操作性の確
保】
代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給ユニット
は，代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気供給配
管・弁へ手動により速やかに接続できる設計とす
る。
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機を接続す
る接続口は，コネクタ式に統一することにより，
速やかに，かつ，確実に現場での接続が可能な設
計とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機，圧縮空
気手動供給ユニット，可搬型建屋外ホース及び可
搬型建屋内ホースと代替安全圧縮空気系の建屋内
空気中継配管，水素掃気配管・弁及び機器圧縮空
気供給配管・弁との接続は，コネクタ接続に統一
することにより，速やかに，容易かつ確実に現場
での接続が可能な設計とする。
代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁及び機器
圧縮空気供給配管・弁は，通常時に使用する系統
から速やかに切り替えることができるよう，系統
に必要な弁等を設ける設計とし，それぞれ簡易な
接続及び弁等の操作により安全機能を有する施設
の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに
切り替えられる設計とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホース及び可
搬型建屋外ホースは，容易かつ確実に接続でき，
かつ，複数の系統が相互に使用することができる
よう，ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温
度に応じたコネクタ接続又はより簡便な接続方式
を用いる設計とする。

851



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

27

代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配管は，常設の建屋内の圧縮空気供
給用の配管であり，可搬型建屋外ホースの接続口から，「水素爆発」の発
生を仮定する機器に圧縮空気を供給するための接続口を設置する部屋まで
圧縮空気を分配する設計とする。

機能要求②

機能要求①

25

代替安全圧縮空気系は，発生防止対策が機能しない場合に備え，圧縮空気
手動供給ユニットにより圧縮空気を供給し，機器内の水素濃度を未然防止
濃度未満に維持している期間中に，発生防止対策で敷設する代替安全圧縮
空気系の可搬型建屋外ホース，可搬型建屋外ホースの下流側に，機器に圧
縮空気を供給するための建屋内空気中継配管及び可搬型建屋内ホースを設
置し，可搬型建屋内ホースと機器圧縮空気供給配管・弁を接続した上で，
代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気供給配管・弁に圧縮空気を供給できる
設計とする。

機能要求①26
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は軽油を燃料とし，対処のために
必要な燃料は，補機駆動用燃料補給設備から補給が可能な設計とする。

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施
設と兼用）
〇貯槽(項目番号17に示したものと同様)
〇可搬型空気圧縮機
〇可搬型建屋外ホース
〇可搬型建屋内ホース

代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅲ-2　放射線分解により発生する水素による爆発
に対処するための設備に関する説明書
2.　代替安全圧縮空気系の基本方針
2.3　代替安全圧縮空気系及び関連設備の系統設
計方針
2.3.2　水素爆発の再発を防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.2.1　代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全圧縮空気系

代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅲ－２
放射線分解により発生する水素による爆発に対処
するための設備に関する説明書
2.　代替安全圧縮空気系の基本方針
2.3　　代替安全圧縮空気系及び関連設備の系統
設計方針
2.3.1　水素爆発を未然に防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.1.2　補機駆動用燃料補給設備
2.3.2　水素爆発の再発を防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.2.2　補機駆動用燃料補給設備

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全圧縮空気系

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅲ-2　放射線分解により発生する水素による爆発
に対処するための設備に関する説明書
2.　代替安全圧縮空気系の基本方針
2.3　代替安全圧縮空気系及び関連設備の系統設
計方針

2.3.1　水素爆発を未然に防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.1.1　代替安全圧縮空気系

2.3.2　水素爆発の再発を防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.2.1　代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全圧縮空気系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全圧縮空気系の系統構成や設備仕様を説明
する。

【2.3.1.1　代替安全圧縮空気系】
　代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配管は，
常設の建屋内の圧縮空気供給用の配管であり，可
搬型建屋外ホースの接続口から，「水素爆発」の
発生を仮定する機器に圧縮空気を供給するための
接続口を設置する部屋まで圧縮空気を分配する設
計とする。

【2.3.2.1　代替安全圧縮空気系】
　代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配管は，
常設の建屋内の圧縮空気供給用の配管であり，可
搬型建屋外ホースの接続口から，「水素爆発」の
発生を仮定する機器に圧縮空気を供給するための
接続口を設置する部屋まで圧縮空気を分配する設
計とする。

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全圧縮空気系の系統構成や設備仕様を説明
する。

【2.3.2.1　代替安全圧縮空気系】
　代替安全圧縮空気系は，発生防止対策が機能し
ない場合に備え，圧縮空気手動供給ユニットによ
り圧縮空気を供給し，機器内の水素濃度を未然防
止濃度未満に維持している期間中に，発生防止対
策で敷設する代替安全圧縮空気系の可搬型建屋外
ホース，可搬型建屋外ホースの下流側に，機器に
圧縮空気を供給するための建屋内空気中継配管及
び可搬型建屋内ホースを設置し，可搬型建屋内
ホースと機器圧縮空気供給配管・弁を接続した上
で，代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気供給配
管・弁に圧縮空気を供給できる設計とする。

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全圧縮空気系の系統構成や設備仕様を説明
する。

【2.3.1.2　補機駆動用燃料補給設備】
　代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は軽油
を燃料とし，対処のために必要な燃料は，補機駆
動用燃料補給設備から補給が可能な設計とする。

【2.3.2.2　補機駆動用燃料補給設備】
　代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は軽油
を燃料とし，対処のために必要な燃料は，補機駆
動用燃料補給設備から補給が可能な設計とする。

―

―

―

―

―

―

―

― ―

―

―

―

―

― ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

27

代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配管は，常設の建屋内の圧縮空気供
給用の配管であり，可搬型建屋外ホースの接続口から，「水素爆発」の発
生を仮定する機器に圧縮空気を供給するための接続口を設置する部屋まで
圧縮空気を分配する設計とする。

機能要求②

機能要求①

25

代替安全圧縮空気系は，発生防止対策が機能しない場合に備え，圧縮空気
手動供給ユニットにより圧縮空気を供給し，機器内の水素濃度を未然防止
濃度未満に維持している期間中に，発生防止対策で敷設する代替安全圧縮
空気系の可搬型建屋外ホース，可搬型建屋外ホースの下流側に，機器に圧
縮空気を供給するための建屋内空気中継配管及び可搬型建屋内ホースを設
置し，可搬型建屋内ホースと機器圧縮空気供給配管・弁を接続した上で，
代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気供給配管・弁に圧縮空気を供給できる
設計とする。

機能要求①26
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は軽油を燃料とし，対処のために
必要な燃料は，補機駆動用燃料補給設備から補給が可能な設計とする。

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施
設と兼用）
〇貯槽(項目番号17に示したものと同様)
〇可搬型空気圧縮機
〇可搬型建屋外ホース
〇可搬型建屋内ホース

代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針

代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針

設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

＜主配管＞
・個数
・取付箇所
・最高使用圧力
・最高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
＜容器＞
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料
＜圧縮機＞
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・吐出圧力
・最高使用圧力
・最高使用温度
・主要寸法
・主要材料
・原動機
・燃料タンク

―○ ―

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施
設と兼用）
〇貯槽(項目番号17に示したものと同様)
〇可搬型空気圧縮機
〇可搬型建屋外ホース
〇可搬型建屋内ホース

―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅲ-2　放射線分解により発生する水素による爆発
に対処するための設備に関する説明書
2.　代替安全圧縮空気系の基本方針
2.3　代替安全圧縮空気系及び関連設備の系統設
計方針
2.3.2　水素爆発の再発を防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.2.1　代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全圧縮空気系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全圧縮空気系の系統構成や設備仕様を説明
する。

【2.3.2.1　代替安全圧縮空気系】
　代替安全圧縮空気系は，発生防止対策が機能し
ない場合に備え，圧縮空気手動供給ユニットによ
り圧縮空気を供給し，機器内の水素濃度を未然防
止濃度未満に維持している期間中に，発生防止対
策で敷設する代替安全圧縮空気系の可搬型建屋外
ホース，可搬型建屋外ホースの下流側に，機器に
圧縮空気を供給するための建屋内空気中継配管及
び可搬型建屋内ホースを設置し，可搬型建屋内
ホースと機器圧縮空気供給配管・弁を接続した上
で，代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気供給配
管・弁に圧縮空気を供給できる設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅲ－２
放射線分解により発生する水素による爆発に対処
するための設備に関する説明書
2.　代替安全圧縮空気系の基本方針
2.3　　代替安全圧縮空気系及び関連設備の系統
設計方針
2.3.1　水素爆発を未然に防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.1.2　補機駆動用燃料補給設備
2.3.2　水素爆発の再発を防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.2.2　補機駆動用燃料補給設備

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全圧縮空気系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全圧縮空気系の系統構成や設備仕様を説明
する。

【2.3.1.2　補機駆動用燃料補給設備】
　代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は軽油
を燃料とし，対処のために必要な燃料は，補機駆
動用燃料補給設備から補給が可能な設計とする。

【2.3.2.2　補機駆動用燃料補給設備】
　代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は軽油
を燃料とし，対処のために必要な燃料は，補機駆
動用燃料補給設備から補給が可能な設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅲ-2　放射線分解により発生する水素による爆発
に対処するための設備に関する説明書
2.　代替安全圧縮空気系の基本方針
2.3　代替安全圧縮空気系及び関連設備の系統設
計方針

2.3.1　水素爆発を未然に防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.1.1　代替安全圧縮空気系

2.3.2　水素爆発の再発を防止するための空気の
供給に使用する設備
2.3.2.1　代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-3　系統図
・代替安全圧縮空気系

Ⅵ-2-4　配置図
・代替安全圧縮空気系

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
代替安全圧縮空気系の系統構成や設備仕様を説明
する。

【2.3.1.1　代替安全圧縮空気系】
　代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配管は，
常設の建屋内の圧縮空気供給用の配管であり，可
搬型建屋外ホースの接続口から，「水素爆発」の
発生を仮定する機器に圧縮空気を供給するための
接続口を設置する部屋まで圧縮空気を分配する設
計とする。

【2.3.2.1　代替安全圧縮空気系】
　代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配管は，
常設の建屋内の圧縮空気供給用の配管であり，可
搬型建屋外ホースの接続口から，「水素爆発」の
発生を仮定する機器に圧縮空気を供給するための
接続口を設置する部屋まで圧縮空気を分配する設
計とする。

○ ― ― ― ―

――――○

代替安全圧縮空気系

代替安全圧縮空気系
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

28

代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配管及び圧縮空気手動供給ユニット
は，共通要因によって安全圧縮空気系と同時にその機能が損なわれるおそ
れがないよう，分離することで，安全圧縮空気系に対して独立性を有する
設計とする。

機能要求①
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(多様性，位置
的分散等)

― ― ― ― ―

29

上記以外の代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対処設備の機器圧縮空気
供給配管・弁等は，可能な限り独立性又は位置的分散を図った上で，想定
される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重及びその他
の使用条件において，その機能を確実に発揮できる設計とする。

機能要求①
設置要求

代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(多様性，位置
的分散等)

― ― ― ― ―

30

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給系，機器圧縮空気自動供給ユニッ
ト及び圧縮空気手動供給ユニットは，共通要因によって電気駆動の安全圧
縮空気系の空気圧縮機と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，
動力を用いず機能する設計とすることで，空気圧縮機に対して多様性を有
する設計とする。

機能要求①
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(多様性，位置
的分散等)

― ― ― ― ―

31

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，共通要因によって電気駆動の
安全圧縮空気系の空気圧縮機と，同時にその機能が損なわれるおそれがな
いよう，ディーゼル駆動とすることにより，空気圧縮機に対して多様性を
有する設計とする。

機能要求①
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(多様性，位置
的分散等)

― ― ― ― ―

32

建屋外に敷設する代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，共通要因に
よって安全圧縮空気系と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう
に，故障時バックアップを含めて必要な数量を安全圧縮空気系が設置され
る建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管すると
ともに，対処を行う建屋近傍に保管することで位置的分散を図る設計とす
る。

設置要求
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(多様性，位置
的分散等)

― ― ― ― ―

33

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホース及び可搬型建屋外ホースは，共
通要因によって安全圧縮空気系と同時にその機能が損なわれるおそれがな
いように，故障時バックアップを含めて必要な数量を安全圧縮空気系が設
置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管
するとともに，対処を行う建屋に保管することで位置的分散を図る設計と
する。対処を行う建屋内に保管する場合は安全圧縮空気系が設置される場
所と異なる場所に保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(多様性，位置
的分散等)

― ― ― ― ―

34

建屋の外から空気を供給する代替安全圧縮空気系の可搬型建屋外ホース及
び可搬型建屋内ホースと代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配管，水素
掃気配管・弁等の常設重大事故等対処設備との接続口は，共通要因によっ
て接続することができなくなることを防止するため，複数のアクセスルー
トを踏まえて自然現象，人為事象及び故意による大型航空機の衝突その他
のテロリズムに対して前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋内の適切に離隔した
隣接しない位置の異なる複数の場所に設置する設計とする。また，溢水，
化学薬品漏えい及び火災によって同時にその機能が損なわれるおそれがな
いよう，それぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設計とする。

設置要求
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(多様性，位置
的分散等)

― ― ― ― ―

35

一つの接続口で「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器
への注水及び「水素爆発」の発生を仮定する機器への圧縮空気の供給のた
めに兼用して使用する代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁及び機器圧
縮空気供給配管・弁は，それぞれの機能に必要な容量が確保できる接続口
を設ける設計とする。

機能要求②
〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施
設と兼用）

設計方針(個数及び容
量)

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6 その他再処理設備の附属施設
8.6.2 圧縮空気設備
8.6.2.1 代替安全圧縮空気系
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説明
する。

【8.6.2.1 代替安全圧縮空気系　(3)　個数及び
容量】
　一つの接続口で「冷却機能の喪失による蒸発乾
固」の発生を仮定する機器への注水及び「水素爆
発」の発生を仮定する機器への圧縮空気の供給の
ために兼用して使用する代替安全圧縮空気系の水
素掃気配管・弁及び機器圧縮空気供給配管・弁
は，それぞれの機能に必要な容量が確保できる接
続口を設ける設計とする。

― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6 その他再処理設備の附属施設
8.6.2 圧縮空気設備
8.6.2.1 代替安全圧縮空気系
(2)　多様性，位置的分散

【8.6.2.1 代替安全圧縮空気系　(2)　多様性，
位置的分散】
代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配管及び圧
縮空気手動供給ユニットは，共通要因によって安
全圧縮空気系と同時にその機能が損なわれるおそ
れがないよう，分離することで，安全圧縮空気系
に対して独立性を有する設計とする。
上記以外の代替安全圧縮空気系の常設重大事故等
対処設備の機器圧縮空気供給配管・弁、圧縮空気
自動供給貯槽，圧縮空気自動供給ユニット及び機
器圧縮空気自動供給ユニットは，可能な限り独立
性又は位置的分散を図った上で，想定される重大
事故等が発生した場合における温度，放射線，荷
重及びその他の使用条件において，その機能を確
実に発揮できる設計とする。
代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給系，機器
圧縮空気自動供給ユニット及び圧縮空気手動供給
ユニットは，共通要因によって電気駆動の安全圧
縮空気系の空気圧縮機と同時にその機能が損なわ
れるおそれがないよう，動力を用いず機能する設
計とすることで，空気圧縮機に対して多様性を有
する設計とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，共通
要因によって電気駆動の安全圧縮空気系の空気圧
縮機と，同時にその機能が損なわれるおそれがな
いよう，ディーゼル駆動とすることにより，空気
圧縮機に対して多様性を有する設計とする。
建屋外に敷設する代替安全圧縮空気系の可搬型空
気圧縮機は，共通要因によって安全圧縮空気系と
同時にその機能が損なわれるおそれがないよう
に，故障時バックアップを含めて必要な数量を安
全圧縮空気系が設置される建屋から100ｍ以上の
離隔距離を確保した外部保管エリアに保管すると
ともに，対処を行う建屋近傍に保管することで位
置的分散を図る設計とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホース及び可
搬型建屋外ホースは，共通要因によって安全圧縮
空気系と同時にその機能が損なわれるおそれがな
いように，故障時バックアップを含めて必要な数
量を安全圧縮空気系が設置される建屋から100ｍ
以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管
するとともに，対処を行う建屋に保管することで
位置的分散を図る設計とする。対処を行う建屋内
に保管する場合は安全圧縮空気系が設置される場
所と異なる場所に保管することで位置的分散を図
る設計とする。
建屋の外から空気を供給する代替安全圧縮空気系
の可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホースと
代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配管，水素
掃気配管・弁等の常設重大事故等対処設備との接
続口は，共通要因によって接続することができな
くなることを防止するため，複数のアクセスルー
トを踏まえて自然現象，人為事象及び故意による
大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して前
処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化
建屋内の適切に離隔した隣接しない位置の異なる
複数の場所に設置する設計とする。また，溢水，
化学薬品漏えい及び火災によって同時にその機能
が損なわれるおそれがないよう，それぞれ互いに
異なる複数の場所に設置する設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

28

代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配管及び圧縮空気手動供給ユニット
は，共通要因によって安全圧縮空気系と同時にその機能が損なわれるおそ
れがないよう，分離することで，安全圧縮空気系に対して独立性を有する
設計とする。

機能要求①
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(多様性，位置
的分散等)

29

上記以外の代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対処設備の機器圧縮空気
供給配管・弁等は，可能な限り独立性又は位置的分散を図った上で，想定
される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重及びその他
の使用条件において，その機能を確実に発揮できる設計とする。

機能要求①
設置要求

代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(多様性，位置
的分散等)

30

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給系，機器圧縮空気自動供給ユニッ
ト及び圧縮空気手動供給ユニットは，共通要因によって電気駆動の安全圧
縮空気系の空気圧縮機と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，
動力を用いず機能する設計とすることで，空気圧縮機に対して多様性を有
する設計とする。

機能要求①
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(多様性，位置
的分散等)

31

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，共通要因によって電気駆動の
安全圧縮空気系の空気圧縮機と，同時にその機能が損なわれるおそれがな
いよう，ディーゼル駆動とすることにより，空気圧縮機に対して多様性を
有する設計とする。

機能要求①
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(多様性，位置
的分散等)

32

建屋外に敷設する代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，共通要因に
よって安全圧縮空気系と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう
に，故障時バックアップを含めて必要な数量を安全圧縮空気系が設置され
る建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管すると
ともに，対処を行う建屋近傍に保管することで位置的分散を図る設計とす
る。

設置要求
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(多様性，位置
的分散等)

33

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホース及び可搬型建屋外ホースは，共
通要因によって安全圧縮空気系と同時にその機能が損なわれるおそれがな
いように，故障時バックアップを含めて必要な数量を安全圧縮空気系が設
置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管
するとともに，対処を行う建屋に保管することで位置的分散を図る設計と
する。対処を行う建屋内に保管する場合は安全圧縮空気系が設置される場
所と異なる場所に保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(多様性，位置
的分散等)

34

建屋の外から空気を供給する代替安全圧縮空気系の可搬型建屋外ホース及
び可搬型建屋内ホースと代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配管，水素
掃気配管・弁等の常設重大事故等対処設備との接続口は，共通要因によっ
て接続することができなくなることを防止するため，複数のアクセスルー
トを踏まえて自然現象，人為事象及び故意による大型航空機の衝突その他
のテロリズムに対して前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋内の適切に離隔した
隣接しない位置の異なる複数の場所に設置する設計とする。また，溢水，
化学薬品漏えい及び火災によって同時にその機能が損なわれるおそれがな
いよう，それぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設計とする。

設置要求
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(多様性，位置
的分散等)

35

一つの接続口で「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器
への注水及び「水素爆発」の発生を仮定する機器への圧縮空気の供給のた
めに兼用して使用する代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁及び機器圧
縮空気供給配管・弁は，それぞれの機能に必要な容量が確保できる接続口
を設ける設計とする。

機能要求②
〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施
設と兼用）

設計方針(個数及び容
量)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ ― 代替安全圧縮空気系 ― ― ―

○ ― 代替安全圧縮空気系 ― ― ―

○ ― 代替安全圧縮空気系 ― ― ―

○ ― 代替安全圧縮空気系 ― ― ―

○ ― 代替安全圧縮空気系 ― ― ―

○ ― 代替安全圧縮空気系 ― ― ―

○ ― 代替安全圧縮空気系 ― ― ―

○ ―
〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施
設と兼用）

― ―
＜主配管＞
・外径・厚さ

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6 その他再処理設備の附属施設
8.6.2 圧縮空気設備
8.6.2.1 代替安全圧縮空気系
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説明
する。

【8.6.2.1 代替安全圧縮空気系　(3)　個数及び
容量】
　一つの接続口で「冷却機能の喪失による蒸発乾
固」の発生を仮定する機器への注水及び「水素爆
発」の発生を仮定する機器への圧縮空気の供給の
ために兼用して使用する代替安全圧縮空気系の水
素掃気配管・弁及び機器圧縮空気供給配管・弁
は，それぞれの機能に必要な容量が確保できる接
続口を設ける設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6 その他再処理設備の附属施設
8.6.2 圧縮空気設備
8.6.2.1 代替安全圧縮空気系
(2)　多様性，位置的分散

【8.6.2.1 代替安全圧縮空気系　(2)　多様性，
位置的分散】
代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配管及び圧
縮空気手動供給ユニットは，共通要因によって安
全圧縮空気系と同時にその機能が損なわれるおそ
れがないよう，分離することで，安全圧縮空気系
に対して独立性を有する設計とする。
上記以外の代替安全圧縮空気系の常設重大事故等
対処設備の機器圧縮空気供給配管・弁、圧縮空気
自動供給貯槽，圧縮空気自動供給ユニット及び機
器圧縮空気自動供給ユニットは，可能な限り独立
性又は位置的分散を図った上で，想定される重大
事故等が発生した場合における温度，放射線，荷
重及びその他の使用条件において，その機能を確
実に発揮できる設計とする。
代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給系，機器
圧縮空気自動供給ユニット及び圧縮空気手動供給
ユニットは，共通要因によって電気駆動の安全圧
縮空気系の空気圧縮機と同時にその機能が損なわ
れるおそれがないよう，動力を用いず機能する設
計とすることで，空気圧縮機に対して多様性を有
する設計とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，共通
要因によって電気駆動の安全圧縮空気系の空気圧
縮機と，同時にその機能が損なわれるおそれがな
いよう，ディーゼル駆動とすることにより，空気
圧縮機に対して多様性を有する設計とする。
建屋外に敷設する代替安全圧縮空気系の可搬型空
気圧縮機は，共通要因によって安全圧縮空気系と
同時にその機能が損なわれるおそれがないよう
に，故障時バックアップを含めて必要な数量を安
全圧縮空気系が設置される建屋から100ｍ以上の
離隔距離を確保した外部保管エリアに保管すると
ともに，対処を行う建屋近傍に保管することで位
置的分散を図る設計とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホース及び可
搬型建屋外ホースは，共通要因によって安全圧縮
空気系と同時にその機能が損なわれるおそれがな
いように，故障時バックアップを含めて必要な数
量を安全圧縮空気系が設置される建屋から100ｍ
以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管
するとともに，対処を行う建屋に保管することで
位置的分散を図る設計とする。対処を行う建屋内
に保管する場合は安全圧縮空気系が設置される場
所と異なる場所に保管することで位置的分散を図
る設計とする。
建屋の外から空気を供給する代替安全圧縮空気系
の可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホースと
代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配管，水素
掃気配管・弁等の常設重大事故等対処設備との接
続口は，共通要因によって接続することができな
くなることを防止するため，複数のアクセスルー
トを踏まえて自然現象，人為事象及び故意による
大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して前
処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化
建屋内の適切に離隔した隣接しない位置の異なる
複数の場所に設置する設計とする。また，溢水，
化学薬品漏えい及び火災によって同時にその機能
が損なわれるおそれがないよう，それぞれ互いに
異なる複数の場所に設置する設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

36

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給貯槽，圧縮空気自動供給ユニッ
ト，機器圧縮空気自動供給ユニット及び圧縮空気手動供給ユニットは，弁
等の操作や接続によって安全機能を有する施設として使用する系統構成か
ら重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪
影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(悪影響防止) ― ― ― ― ―

37

代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配管，水素掃気配管・弁及び機器圧
縮空気供給配管・弁は，重大事故等発生前（通常時）の離隔若しくは分離
された状態から弁等の操作や接続により重大事故等対処設備としての系統
構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(悪影響防止) ― ― ― ― ―

38
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，回転体が飛散することを防ぐ
ことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(悪影響防止) ― ― ― ― ―

39
屋外に保管する代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，竜巻により飛
来物とならないよう必要に応じて固縛等の措置をとることで他の設備に悪
影響を及ぼさない設計とする。

運用要求 施設供給　基本設計方針（固縛等の措置） 設計方針(悪影響防止) ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6 その他再処理設備の附属施設
8.6.2 圧縮空気設備
8.6.2.1 代替安全圧縮空気系
(4)　悪影響防止

【8.6.2.1 代替安全圧縮空気系　(4)　悪影響防
止】
代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給貯槽，圧
縮空気自動供給ユニット，機器圧縮空気自動供給
ユニット及び圧縮空気手動供給ユニットは，弁等
の操作や接続によって安全機能を有する施設とし
て使用する系統構成から重大事故等対処設備とし
ての系統構成とすることにより，他の設備に悪影
響を及ぼさない設計とする。
代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配管，水素
掃気配管・弁及び機器圧縮空気供給配管・弁は，
重大事故等発生前（通常時）の離隔若しくは分離
された状態から弁等の操作や接続により重大事故
等対処設備としての系統構成とすることにより，
他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，回転
体が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響
を及ぼさない設計とする。
屋外に保管する代替安全圧縮空気系の可搬型空気
圧縮機は，竜巻により飛来物とならないよう必要
に応じて固縛等の措置をとることで他の設備に悪
影響を及ぼさない設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

36

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給貯槽，圧縮空気自動供給ユニッ
ト，機器圧縮空気自動供給ユニット及び圧縮空気手動供給ユニットは，弁
等の操作や接続によって安全機能を有する施設として使用する系統構成か
ら重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪
影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(悪影響防止)

37

代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配管，水素掃気配管・弁及び機器圧
縮空気供給配管・弁は，重大事故等発生前（通常時）の離隔若しくは分離
された状態から弁等の操作や接続により重大事故等対処設備としての系統
構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(悪影響防止)

38
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，回転体が飛散することを防ぐ
ことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(悪影響防止)

39
屋外に保管する代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，竜巻により飛
来物とならないよう必要に応じて固縛等の措置をとることで他の設備に悪
影響を及ぼさない設計とする。

運用要求 施設供給　基本設計方針（固縛等の措置） 設計方針(悪影響防止)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ ― 代替安全圧縮空気系 ― ― ―

○ ― 代替安全圧縮空気系 ― ― ―

○ ― 代替安全圧縮空気系 ― ― ―

○ ― 施設供給　基本設計方針（固縛等の措置） ― ― ―

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6 その他再処理設備の附属施設
8.6.2 圧縮空気設備
8.6.2.1 代替安全圧縮空気系
(4)　悪影響防止

【8.6.2.1 代替安全圧縮空気系　(4)　悪影響防
止】
代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給貯槽，圧
縮空気自動供給ユニット，機器圧縮空気自動供給
ユニット及び圧縮空気手動供給ユニットは，弁等
の操作や接続によって安全機能を有する施設とし
て使用する系統構成から重大事故等対処設備とし
ての系統構成とすることにより，他の設備に悪影
響を及ぼさない設計とする。
代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配管，水素
掃気配管・弁及び機器圧縮空気供給配管・弁は，
重大事故等発生前（通常時）の離隔若しくは分離
された状態から弁等の操作や接続により重大事故
等対処設備としての系統構成とすることにより，
他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，回転
体が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響
を及ぼさない設計とする。
屋外に保管する代替安全圧縮空気系の可搬型空気
圧縮機は，竜巻により飛来物とならないよう必要
に応じて固縛等の措置をとることで他の設備に悪
影響を及ぼさない設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

40
代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給系，機器圧縮空気自動供給ユニッ
ト及び圧縮空気手動供給ユニットは，操作の時間を考慮し，必要な圧縮空
気流量を確保するために必要な量の圧縮空気を有する設計とする。

機能要求②

〇圧縮空気自動供給貯槽
〇圧縮空気自動供給ユニット
〇機器圧縮空気自動供給ユニット
〇圧縮空気手動供給ユニット

設計方針(個数及び容
量)

― ― ― ― ―

41
代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給系は，機器圧縮空気自動供給ユ
ニットに切り替えるまでの間，貯槽等内の水素濃度を未然防止濃度未満を
維持するために必要な流量を確保する設計とする。

機能要求②
〇圧縮空気自動供給貯槽
〇圧縮空気自動供給ユニット

設計方針(個数及び容
量)

― ― ― ― ―

42
代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動供給ユニットは，可搬型空気圧縮
機に切り替えるまでの間，貯槽等内の水素濃度を未然防止濃度未満を維持
するために必要な量を確保する設計とする。

機能要求② 〇機器圧縮空気自動供給ユニット
設計方針(個数及び容
量)

― ― ― ― ―

43
代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給ユニットは，可搬型空気圧縮機に
切り替えるまでの間，貯槽等内の水素濃度を未然防止濃度未満に維持する
ために必要な量の圧縮空気を供給できる設計とする。

機能要求②
〇圧縮空気手動供給ユニット 設計方針(個数及び容

量)
― ― ― ― ―

44

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，想定される重大事故等時にお
いて，「水素爆発」の発生を仮定する機器を可燃限界濃度未満に維持する
ために必要な圧縮空気供給量を有する設計とするとともに，保有数は，必
要数並びに予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバックアッ
プを含め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

〇可搬型空気圧縮機 設計方針(個数及び容
量)

― ― ― ― ―

45
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，同時に発生する可能性のある
事故への対処を含めて，事象進展に応じた使用の状態を踏まえた，必要な
容量を確保した設計とする。

機能要求②
〇可搬型空気圧縮機 設計方針(個数及び容

量)
― ― ― ― ―

46
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，水素掃気機能の喪失及び冷却
機能の喪失による蒸発乾固が同時に発生した場合においても，可燃限界濃
度未満を維持するために必要な量を確保した設計とする。

機能要求②
〇可搬型空気圧縮機 設計方針(個数及び容

量)
― ― ― ― ―

47
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，「水素爆発」の発生を仮定す
る機器へ圧縮空気を供給するとともに，計装設備への圧縮空気を供給する
場合に必要な圧縮空気供給量を有する設計とし，兼用できる設計とする。

機能要求②

〇可搬型空気圧縮機
〇代替安全圧縮空気系の配管
〇可搬型建屋外ホース
〇可搬型建屋内ホース

設計方針(個数及び容
量)

― ― ― ― ―

48

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホースは，複
数の敷設ルートで対処できるよう必要数を複数の敷設ルートに確保すると
ともに，建屋内に保管するホースについては予備を含めた個数を必要数と
して確保する設計とする。

設置要求
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(個数及び容
量)

― ― ― ― ―

49

代替安全圧縮空気系は，安全圧縮空気系の水素掃気機能の喪失を想定し，
その範囲が系統で機能喪失する水素爆発に対処することから，当該系統の
範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計とす
る。

設置要求
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(個数及び容
量)

― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6 その他再処理設備の附属施設
8.6.2 圧縮空気設備
8.6.2.1 代替安全圧縮空気系
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説明
する。

【8.6.2.1 代替安全圧縮空気系　(3)　個数及び
容量】
　代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給系，機
器圧縮空気自動供給ユニット及び圧縮空気手動供
給ユニットは，操作の時間を考慮し，必要な圧縮
空気流量を確保するために必要な量の圧縮空気を
有する設計とする。
代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給系は，機
器圧縮空気自動供給ユニットに切り替えるまでの
間，貯槽等内の水素濃度を未然防止濃度未満を維
持するために必要な流量を確保する設計とする。
代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動供給ユ
ニットは，可搬型空気圧縮機に切り替えるまでの
間，貯槽等内の水素濃度を未然防止濃度未満を維
持するために必要な量を確保する設計とする。
代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給ユニット
は，可搬型空気圧縮機に切り替えるまでの間，貯
槽等内の水素濃度を未然防止濃度未満に維持する
ために必要な量の圧縮空気を供給できる設計とす
る。
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，想定
される重大事故等時において，「水素爆発」の発
生を仮定する機器を可燃限界濃度未満に維持する
ために必要な圧縮空気供給量を有する設計とする
とともに，保有数は，必要数として３台，予備と
して故障時及び保守点検による待機除外時のバッ
クアップを６台の合計９台を確保する設計とす
る。
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，同時
に発生する可能性のある事故への対処を含めて，
事象進展に応じた使用の状態を踏まえた，必要な
容量を確保した設計とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，水素
掃気機能の喪失及び冷却機能の喪失による蒸発乾
固が同時に発生した場合においても，可燃限界濃
度未満を維持するために必要な量を確保した設計
とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，「水
素爆発」の発生を仮定する機器へ圧縮空気を供給
するとともに，計装設備への圧縮空気を供給する
場合に必要な圧縮空気供給量を有する設計とし，
兼用できる設計とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型建屋外ホース及び可
搬型建屋内ホースは，複数の敷設ルートで対処で
きるよう必要数を複数の敷設ルートに確保すると
ともに，建屋内に保管するホースについては１本
以上の予備を含めた個数を必要数として確保する
設計とする。
代替安全圧縮空気系は，安全圧縮空気系の水素掃
気機能の喪失を想定し，その範囲が系統で機能喪
失する水素爆発に対処することから，当該系統の
範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設備を１
セット確保する設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

40
代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給系，機器圧縮空気自動供給ユニッ
ト及び圧縮空気手動供給ユニットは，操作の時間を考慮し，必要な圧縮空
気流量を確保するために必要な量の圧縮空気を有する設計とする。

機能要求②

〇圧縮空気自動供給貯槽
〇圧縮空気自動供給ユニット
〇機器圧縮空気自動供給ユニット
〇圧縮空気手動供給ユニット

設計方針(個数及び容
量)

41
代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給系は，機器圧縮空気自動供給ユ
ニットに切り替えるまでの間，貯槽等内の水素濃度を未然防止濃度未満を
維持するために必要な流量を確保する設計とする。

機能要求②
〇圧縮空気自動供給貯槽
〇圧縮空気自動供給ユニット

設計方針(個数及び容
量)

42
代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動供給ユニットは，可搬型空気圧縮
機に切り替えるまでの間，貯槽等内の水素濃度を未然防止濃度未満を維持
するために必要な量を確保する設計とする。

機能要求② 〇機器圧縮空気自動供給ユニット
設計方針(個数及び容
量)

43
代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給ユニットは，可搬型空気圧縮機に
切り替えるまでの間，貯槽等内の水素濃度を未然防止濃度未満に維持する
ために必要な量の圧縮空気を供給できる設計とする。

機能要求②
〇圧縮空気手動供給ユニット 設計方針(個数及び容

量)

44

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，想定される重大事故等時にお
いて，「水素爆発」の発生を仮定する機器を可燃限界濃度未満に維持する
ために必要な圧縮空気供給量を有する設計とするとともに，保有数は，必
要数並びに予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバックアッ
プを含め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

〇可搬型空気圧縮機 設計方針(個数及び容
量)

45
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，同時に発生する可能性のある
事故への対処を含めて，事象進展に応じた使用の状態を踏まえた，必要な
容量を確保した設計とする。

機能要求②
〇可搬型空気圧縮機 設計方針(個数及び容

量)

46
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，水素掃気機能の喪失及び冷却
機能の喪失による蒸発乾固が同時に発生した場合においても，可燃限界濃
度未満を維持するために必要な量を確保した設計とする。

機能要求②
〇可搬型空気圧縮機 設計方針(個数及び容

量)

47
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，「水素爆発」の発生を仮定す
る機器へ圧縮空気を供給するとともに，計装設備への圧縮空気を供給する
場合に必要な圧縮空気供給量を有する設計とし，兼用できる設計とする。

機能要求②

〇可搬型空気圧縮機
〇代替安全圧縮空気系の配管
〇可搬型建屋外ホース
〇可搬型建屋内ホース

設計方針(個数及び容
量)

48

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホースは，複
数の敷設ルートで対処できるよう必要数を複数の敷設ルートに確保すると
ともに，建屋内に保管するホースについては予備を含めた個数を必要数と
して確保する設計とする。

設置要求
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(個数及び容
量)

49

代替安全圧縮空気系は，安全圧縮空気系の水素掃気機能の喪失を想定し，
その範囲が系統で機能喪失する水素爆発に対処することから，当該系統の
範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計とす
る。

設置要求
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(個数及び容
量)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ ―

〇圧縮空気自動供給貯槽
〇圧縮空気自動供給ユニット
〇機器圧縮空気自動供給ユニット
〇圧縮空気手動供給ユニット

― ―
＜容器＞
・容量

○ ―
〇圧縮空気自動供給貯槽
〇圧縮空気自動供給ユニット

― ―
＜容器＞
・容量

○ ― 〇機器圧縮空気自動供給ユニット ― ―
＜容器＞
・容量

○ ―
〇圧縮空気手動供給ユニット

― ―
＜容器＞
・容量

○ ―
〇可搬型空気圧縮機

― ―
＜圧縮機＞
・容量

○ ―
〇可搬型空気圧縮機

― ―
＜圧縮機＞
・容量

○ ―
〇可搬型空気圧縮機

― ―
＜圧縮機＞
・容量

○ ―
〇可搬型空気圧縮機

― ―
＜圧縮機＞
・容量

○ ― 代替安全圧縮空気系 ― ― ―

○ ― 代替安全圧縮空気系 ― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6 その他再処理設備の附属施設
8.6.2 圧縮空気設備
8.6.2.1 代替安全圧縮空気系
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説明
する。

【8.6.2.1 代替安全圧縮空気系　(3)　個数及び
容量】
　代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給系，機
器圧縮空気自動供給ユニット及び圧縮空気手動供
給ユニットは，操作の時間を考慮し，必要な圧縮
空気流量を確保するために必要な量の圧縮空気を
有する設計とする。
代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給系は，機
器圧縮空気自動供給ユニットに切り替えるまでの
間，貯槽等内の水素濃度を未然防止濃度未満を維
持するために必要な流量を確保する設計とする。
代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動供給ユ
ニットは，可搬型空気圧縮機に切り替えるまでの
間，貯槽等内の水素濃度を未然防止濃度未満を維
持するために必要な量を確保する設計とする。
代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給ユニット
は，可搬型空気圧縮機に切り替えるまでの間，貯
槽等内の水素濃度を未然防止濃度未満に維持する
ために必要な量の圧縮空気を供給できる設計とす
る。
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，想定
される重大事故等時において，「水素爆発」の発
生を仮定する機器を可燃限界濃度未満に維持する
ために必要な圧縮空気供給量を有する設計とする
とともに，保有数は，必要数として３台，予備と
して故障時及び保守点検による待機除外時のバッ
クアップを６台の合計９台を確保する設計とす
る。
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，同時
に発生する可能性のある事故への対処を含めて，
事象進展に応じた使用の状態を踏まえた，必要な
容量を確保した設計とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，水素
掃気機能の喪失及び冷却機能の喪失による蒸発乾
固が同時に発生した場合においても，可燃限界濃
度未満を維持するために必要な量を確保した設計
とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，「水
素爆発」の発生を仮定する機器へ圧縮空気を供給
するとともに，計装設備への圧縮空気を供給する
場合に必要な圧縮空気供給量を有する設計とし，
兼用できる設計とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型建屋外ホース及び可
搬型建屋内ホースは，複数の敷設ルートで対処で
きるよう必要数を複数の敷設ルートに確保すると
ともに，建屋内に保管するホースについては１本
以上の予備を含めた個数を必要数として確保する
設計とする。
代替安全圧縮空気系は，安全圧縮空気系の水素掃
気機能の喪失を想定し，その範囲が系統で機能喪
失する水素爆発に対処することから，当該系統の
範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設備を１
セット確保する設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

50

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対処設備は，「水素爆発」の発生を
仮定する機器の気相部における水素濃度ドライ換算12ｖｏｌ％で爆燃が発
生した場合による瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても，重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等) ― ― ― ― ―

51

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対処設備は，同時に発生するおそれ
がある冷却機能の喪失による蒸発乾固及び水素爆発による温度，圧力，湿
度，放射線及び荷重に対して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等) ― ― ― ― ―

52

地震を要因として発生した場合に対処に用いる代替安全圧縮空気系の常設
重大事故等対処設備は，「9.2 重大事故等対処設備」の「9.2.6 地震を要
因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等) ― ― ― ― ―

53

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による
損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に設置し，風（台風）等
により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(環境条件等) ― ― ― ― ―

54

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対処設備及び常設重大事故等対処設
備と可搬型重大事故等対処設備の接続口は，溢水量及び化学薬品の漏えい
量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護する設
計とする。

設置要求 〇代替安全圧縮空気系の配管 基本方針(環境条件等) ― ― ― ― ―

55

代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁及び機器圧縮空気供給配管・弁
は，配管の全周破断に対して，適切な材料を使用することにより，漏えい
した放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

〇代替安全圧縮空気系（セル外）
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）
〇代替安全圧縮空気系（セル内）
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(環境条件等) ― ― ― ― ―

56

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホース及び可搬型建屋外ホースは，屋
内に保管する場合は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建
屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル
廃液ガラス固化建屋に保管し，風（台風）等により重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(環境条件等) ― ― ― ― ―

57

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホース及び可搬型建屋外ホースは，屋
外に保管する場合は，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，収納す
るコンテナ等に対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とす
る。

運用要求 施設供給　基本設計方針（固縛等の措置） 基本方針(環境条件等) ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2.5  環境条件等

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6 その他再処理設備の附属施設
8.6.2 圧縮空気設備
8.6.2.1 代替安全圧縮空気系
(5)　環境条件等

【8.6.2.1 代替安全圧縮空気系　(5)　環境条件
等】
　代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対処設備
は，放射線分解により発生する水素による爆発の
発生を仮定する機器の気相部における水素濃度ド
ライ換算12ｖｏｌ％で爆燃が発生した場合による
瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮して
も，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。なお，評価条件及び評価結果を
「Ⅴ　強度及び耐食性に関する説明書」に示す。
代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対処設備
は，同時に発生するおそれがある冷却機能の喪失
による蒸発乾固及び水素爆発による温度，圧力及
び湿度に対して，「4.　環境条件等」に基づく設
計とすることで重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。
また，考慮すべき環境条件については，「4.　環
境条件等」及び「Ⅲ－２　放射線分解により発生
する水素による爆発に対処するための設備に関す
る説明書」の「1.3　放射線分解により発生する
水素による爆発への対処の環境条件等について」
で示した通り以下の条件とする。
・内部流体温度
圧縮空気の供給系統
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」と同時発生し
ない機器内及び「水素爆発」の発生を想定する対
象機器外：50℃
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」と同時発生す
る機器内：130℃
・内部流体圧力
圧縮空気の供給系統
圧縮空気貯槽及び可搬型空気圧縮機から圧縮空気
を供給する系統
：0.97MPa
圧縮空気自動供給ユニット，機器圧縮空気自動供
給ユニット，圧縮空気手動供給ユニット
ボンベから減圧弁まで：14.7MPa
減圧弁から圧縮空気貯槽及び可搬型空気圧縮機か
ら圧縮空気を供給する系統まで：0.97MPa
　　　   ・内部流体湿度：100％
・環境温度：建屋内80℃以下
　　　   　　　屋外37℃
・環境湿度：建屋内100％
　　   　　　　屋外100％
・環境放射線：建屋内23Gy/ｈ以下
　　　　　   　　屋外2×10-7mGy
地震を要因として発生した場合に対処に用いる代
替安全圧縮空気系の常設重大事故等対処設備は，
「6.　地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対処設備
は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処
理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建
屋に設置し，風（台風）等により重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

50

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対処設備は，「水素爆発」の発生を
仮定する機器の気相部における水素濃度ドライ換算12ｖｏｌ％で爆燃が発
生した場合による瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても，重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等)

51

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対処設備は，同時に発生するおそれ
がある冷却機能の喪失による蒸発乾固及び水素爆発による温度，圧力，湿
度，放射線及び荷重に対して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等)

52

地震を要因として発生した場合に対処に用いる代替安全圧縮空気系の常設
重大事故等対処設備は，「9.2 重大事故等対処設備」の「9.2.6 地震を要
因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等)

53

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による
損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に設置し，風（台風）等
により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(環境条件等)

54

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対処設備及び常設重大事故等対処設
備と可搬型重大事故等対処設備の接続口は，溢水量及び化学薬品の漏えい
量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護する設
計とする。

設置要求 〇代替安全圧縮空気系の配管 基本方針(環境条件等)

55

代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁及び機器圧縮空気供給配管・弁
は，配管の全周破断に対して，適切な材料を使用することにより，漏えい
した放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

〇代替安全圧縮空気系（セル外）
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）
〇代替安全圧縮空気系（セル内）
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(環境条件等)

56

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホース及び可搬型建屋外ホースは，屋
内に保管する場合は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建
屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル
廃液ガラス固化建屋に保管し，風（台風）等により重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(環境条件等)

57

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホース及び可搬型建屋外ホースは，屋
外に保管する場合は，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，収納す
るコンテナ等に対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とす
る。

運用要求 施設供給　基本設計方針（固縛等の措置） 基本方針(環境条件等)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ ― 基本方針 ― ― ―

○ ― 基本方針 ― ― ―

○ ― 基本方針 ― ― ―

○ ― 代替安全圧縮空気系 ― ― ―

○ ― 〇代替安全圧縮空気系の配管 ― ― ―

○ ―
〇代替安全圧縮空気系（セル外）
〇代替安全圧縮空気系（セル内）

― ― ―

○ ― 代替安全圧縮空気系 ― ― ―

○ ― 施設供給　基本設計方針（固縛等の措置） ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2.5  環境条件等

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6 その他再処理設備の附属施設
8.6.2 圧縮空気設備
8.6.2.1 代替安全圧縮空気系
(5)　環境条件等

【8.6.2.1 代替安全圧縮空気系　(5)　環境条件
等】
　代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対処設備
は，放射線分解により発生する水素による爆発の
発生を仮定する機器の気相部における水素濃度ド
ライ換算12ｖｏｌ％で爆燃が発生した場合による
瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮して
も，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。なお，評価条件及び評価結果を
「Ⅴ　強度及び耐食性に関する説明書」に示す。
代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対処設備
は，同時に発生するおそれがある冷却機能の喪失
による蒸発乾固及び水素爆発による温度，圧力及
び湿度に対して，「4.　環境条件等」に基づく設
計とすることで重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。
また，考慮すべき環境条件については，「4.　環
境条件等」及び「Ⅲ－２　放射線分解により発生
する水素による爆発に対処するための設備に関す
る説明書」の「1.3　放射線分解により発生する
水素による爆発への対処の環境条件等について」
で示した通り以下の条件とする。
・内部流体温度
圧縮空気の供給系統
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」と同時発生し
ない機器内及び「水素爆発」の発生を想定する対
象機器外：50℃
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」と同時発生す
る機器内：130℃
・内部流体圧力
圧縮空気の供給系統
圧縮空気貯槽及び可搬型空気圧縮機から圧縮空気
を供給する系統
：0.97MPa
圧縮空気自動供給ユニット，機器圧縮空気自動供
給ユニット，圧縮空気手動供給ユニット
ボンベから減圧弁まで：14.7MPa
減圧弁から圧縮空気貯槽及び可搬型空気圧縮機か
ら圧縮空気を供給する系統まで：0.97MPa
　　　   ・内部流体湿度：100％
・環境温度：建屋内80℃以下
　　　   　　　屋外37℃
・環境湿度：建屋内100％
　　   　　　　屋外100％
・環境放射線：建屋内23Gy/ｈ以下
　　　　　   　　屋外2×10-7mGy
地震を要因として発生した場合に対処に用いる代
替安全圧縮空気系の常設重大事故等対処設備は，
「6.　地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対処設備
は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処
理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建
屋に設置し，風（台風）等により重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。
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説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

58
屋外に保管する代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，風（台風）及
び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，必要により
当該設備の転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とする。

運用要求 施設供給　基本設計方針（固縛等の措置） 基本方針(環境条件等) ― ― ― ― ―

59

地震を要因として発生した場合に対処に用いる代替安全圧縮空気系の可搬
型空気圧縮機は，第1章　共通項目の「9.2　重大事故等対処設備」の
「9.2.6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づ
く設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等) ― ― ― ― ―

60
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，溢水量及び化学薬品の漏えい
量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防護する設
計とする。

機能要求②
運用要求

〇可搬型空気圧縮機

施設共通　基本設計方針（保管上の措置）
設計方針(環境条件等) ― ― ― ― ―

61

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホース及び可搬型建屋外ホースは，内
部発生飛散物の影響を考慮し，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の内部発
生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 設計方針(環境条件等) ― ― ― ― ―

62

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホース及び可搬型建屋外ホースは，配
管の全周破断に対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶
液，有機溶媒等）の影響を受けない位置に保管することにより，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(環境条件等) ― ― ― ― ―

63

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，想定される重大事故等が発生
した場合においても設置及び可搬型重大事故等対処設備との接続に支障が
ないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定により当該設備
の設置場所で操作可能な設計とする。

設置要求
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(環境条件等) ― ― ― ― ―

― ― ― ― ―

― ― ― ― ―

― ― ― ― ―

65
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機を接続する接続口は，コネクタ式
に統一することにより，速やかに，かつ，確実に現場での接続が可能な設
計とする。

機能要求①
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(操作性の確
保)

― ― ― ― ―

66

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機，圧縮空気手動供給ユニット，可
搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホースと代替安全圧縮空気系の建屋内
空気中継配管，水素掃気配管・弁及び機器圧縮空気供給配管・弁との接続
は，コネクタ接続に統一することにより，速やかに，容易かつ確実に現場
での接続が可能な設計とする。

機能要求①
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(操作性の確
保)

― ― ― ― ―

67

代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁及び機器圧縮空気供給配管・弁
は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えることができるよう，系
統に必要な弁等を設ける設計とし，それぞれ簡易な接続及び弁等の操作に
より安全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やか
に切り替えられる設計とする。

機能要求①
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(操作性の確
保)

― ― ― ― ―

68

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホース及び可搬型建屋外ホースは，容
易かつ確実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用することができる
よう，ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じたコネクタ接続
又はより簡便な接続方式を用いる設計とする。

機能要求①
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(操作性の確
保)

― ― ― ― ―

64

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給系，機器圧縮空気自動供給ユニッ
ト及び圧縮空気手動供給ユニットは，想定される重大事故等が発生した場
合においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない
場所の選定又は当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備の設
置場所で操作可能な設計とする。

設置要求
機能要求①

代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）
〇前処理建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇分離建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇精製建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の遮蔽設備
（外壁、セル壁等）
〇高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備（外
壁、セル壁等）

設計方針(環境条件等)

　

  

　

　
 

 
 

　

 　 　

　

　

　

　
　

　

　　　   

　　　   　　　

　　   　　　　

　　　　　   　　

　

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対処設備及
び常設重大事故等対処設備と可搬型重大事故等対
処設備の接続口は，溢水量及び化学薬品の漏えい
量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水
防護及び被液防護する設計とする。
代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁及び機器
圧縮空気供給配管・弁は，配管の全周破断に対し
て，適切な材料を使用することにより，漏えいし
た放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶
媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホース及び可
搬型建屋外ホースは，屋内に保管する場合は，外
部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建
屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋に保
管し，風（台風）等により重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホース及び可
搬型建屋外ホースは，屋外に保管する場合は，風
（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，収納す
るコンテナ等に対して転倒防止，固縛等の措置を
講じて保管する設計とする。
屋外に保管する代替安全圧縮空気系の可搬型空気
圧縮機は，風（台風）及び竜巻に対して，風（台
風）及び竜巻による風荷重を考慮し，必要により
当該設備の転倒防止，固縛等の措置を講じて保管
する設計とする。
地震を要因として発生した場合に対処に用いる代
替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，「6.
地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震
設計」に基づく設計とすることで重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，溢水
量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受け
ない高さへの保管，被水防護及び被液防護する設
計とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホース及び可
搬型建屋外ホースは，「4.　地震」に基づく設計
とすることで内部発生飛散物の影響を考慮し，前
処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化
建屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保
管することにより，重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホース及び可
搬型建屋外ホースは，配管の全周破断に対して，
漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶
液，有機溶媒等）の影響を受けない位置に保管す
ることにより，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。
屋外に保管する代替安全圧縮空気系の可搬型空気
圧縮機は，積雪及び火山の影響に対して，積雪に
対しては除雪する手順を，火山の影響（降下火砕
物による積載荷重，フィルタの目詰まり等）に対
しては，可搬型空気圧縮機を屋内に配置する手順
を整備する。
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，想定
される重大事故等が発生した場合においても設置
及び可搬型重大事故等対処設備との接続に支障が
ないように，線量率の高くなるおそれの少ない場
所の選定により当該設備の設置場所で操作可能な
設計とする。
代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給系，機器
圧縮空気自動供給ユニット及び圧縮空気手動供給
ユニットは，想定される重大事故等が発生した場
合においても操作に支障がないように，線量率の
高くなるおそれの少ない場所の選定又は当該設備
の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備の設
置場所で操作可能な設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6 その他再処理設備の附属施設
8.6.2 圧縮空気設備
8.6.2.1 代替安全圧縮空気系
(6)　操作性の確保

【8.6.2.1 代替安全圧縮空気系(6)　操作性の確
保】
　代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給ユニッ
トは，代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気供給配
管・弁へ手動により速やかに接続できる設計とす
る。
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機を接続す
る接続口は，コネクタ式に統一することにより，
速やかに，かつ，確実に現場での接続が可能な設
計とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機，圧縮空
気手動供給ユニット，可搬型建屋外ホース及び可
搬型建屋内ホースと代替安全圧縮空気系の建屋内
空気中継配管，水素掃気配管・弁及び機器圧縮空
気供給配管・弁との接続は，コネクタ接続に統一
することにより，速やかに，容易かつ確実に現場
での接続が可能な設計とする。
代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁及び機器
圧縮空気供給配管・弁は，通常時に使用する系統
から速やかに切り替えることができるよう，系統
に必要な弁等を設ける設計とし，それぞれ簡易な
接続及び弁等の操作により安全機能を有する施設
の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに
切り替えられる設計とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホース及び可
搬型建屋外ホースは，容易かつ確実に接続でき，
かつ，複数の系統が相互に使用することができる
よう，ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温
度に応じたコネクタ接続又はより簡便な接続方式
を用いる設計とする。
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

58
屋外に保管する代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，風（台風）及
び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，必要により
当該設備の転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とする。

運用要求 施設供給　基本設計方針（固縛等の措置） 基本方針(環境条件等)

59

地震を要因として発生した場合に対処に用いる代替安全圧縮空気系の可搬
型空気圧縮機は，第1章　共通項目の「9.2　重大事故等対処設備」の
「9.2.6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づ
く設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等)

60
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，溢水量及び化学薬品の漏えい
量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防護する設
計とする。

機能要求②
運用要求

〇可搬型空気圧縮機

施設共通　基本設計方針（保管上の措置）
設計方針(環境条件等)

61

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホース及び可搬型建屋外ホースは，内
部発生飛散物の影響を考慮し，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の内部発
生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 設計方針(環境条件等)

62

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホース及び可搬型建屋外ホースは，配
管の全周破断に対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶
液，有機溶媒等）の影響を受けない位置に保管することにより，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(環境条件等)

63

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，想定される重大事故等が発生
した場合においても設置及び可搬型重大事故等対処設備との接続に支障が
ないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定により当該設備
の設置場所で操作可能な設計とする。

設置要求
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(環境条件等)

65
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機を接続する接続口は，コネクタ式
に統一することにより，速やかに，かつ，確実に現場での接続が可能な設
計とする。

機能要求①
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(操作性の確
保)

66

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機，圧縮空気手動供給ユニット，可
搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホースと代替安全圧縮空気系の建屋内
空気中継配管，水素掃気配管・弁及び機器圧縮空気供給配管・弁との接続
は，コネクタ接続に統一することにより，速やかに，容易かつ確実に現場
での接続が可能な設計とする。

機能要求①
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(操作性の確
保)

67

代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁及び機器圧縮空気供給配管・弁
は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えることができるよう，系
統に必要な弁等を設ける設計とし，それぞれ簡易な接続及び弁等の操作に
より安全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やか
に切り替えられる設計とする。

機能要求①
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(操作性の確
保)

68

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホース及び可搬型建屋外ホースは，容
易かつ確実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用することができる
よう，ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じたコネクタ接続
又はより簡便な接続方式を用いる設計とする。

機能要求①
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(操作性の確
保)

64

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給系，機器圧縮空気自動供給ユニッ
ト及び圧縮空気手動供給ユニットは，想定される重大事故等が発生した場
合においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない
場所の選定又は当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備の設
置場所で操作可能な設計とする。

設置要求
機能要求①

代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）
〇前処理建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇分離建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇精製建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の遮蔽設備
（外壁、セル壁等）
〇高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備（外
壁、セル壁等）

設計方針(環境条件等)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ ― 施設供給　基本設計方針（固縛等の措置） ― ― ―

○ ― 基本方針 ― ― ―

○ ―
〇可搬型空気圧縮機

施設共通　基本設計方針（保管上の措置）
― ― ―

○ ― 基本方針 ― ― ―

○ ― 代替安全圧縮空気系 ― ― ―

○ ― 代替安全圧縮空気系 ― ― ―

○ ―

代替安全圧縮空気系
〇前処理建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇分離建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇精製建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の遮蔽設備
（外壁、セル壁等）
〇高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備（外
壁、セル壁等）

― ― ―

○ ―

代替安全圧縮空気系
〇前処理建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇分離建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇精製建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の遮蔽設備
（外壁、セル壁等）
〇高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備（外
壁、セル壁等）

― ― ―

○ ―

代替安全圧縮空気系
〇前処理建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇分離建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇精製建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）
〇ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の遮蔽設備
（外壁、セル壁等）
〇高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備（外
壁、セル壁等）

― ― ―

○ ― 代替安全圧縮空気系 ― ― ―

○ ― 代替安全圧縮空気系 ― ― ―

○ ― 代替安全圧縮空気系 ― ― ―

○ ― 代替安全圧縮空気系 ― ― ―

　

  

　

　
 

 
 

　

 　 　

　

　

　

　
　

　

　　　   

　　　   　　　

　　   　　　　

　　　　　   　　

　

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対処設備及
び常設重大事故等対処設備と可搬型重大事故等対
処設備の接続口は，溢水量及び化学薬品の漏えい
量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水
防護及び被液防護する設計とする。
代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁及び機器
圧縮空気供給配管・弁は，配管の全周破断に対し
て，適切な材料を使用することにより，漏えいし
た放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶
媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホース及び可
搬型建屋外ホースは，屋内に保管する場合は，外
部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建
屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋に保
管し，風（台風）等により重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホース及び可
搬型建屋外ホースは，屋外に保管する場合は，風
（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，収納す
るコンテナ等に対して転倒防止，固縛等の措置を
講じて保管する設計とする。
屋外に保管する代替安全圧縮空気系の可搬型空気
圧縮機は，風（台風）及び竜巻に対して，風（台
風）及び竜巻による風荷重を考慮し，必要により
当該設備の転倒防止，固縛等の措置を講じて保管
する設計とする。
地震を要因として発生した場合に対処に用いる代
替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，「6.
地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震
設計」に基づく設計とすることで重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，溢水
量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受け
ない高さへの保管，被水防護及び被液防護する設
計とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホース及び可
搬型建屋外ホースは，「4.　地震」に基づく設計
とすることで内部発生飛散物の影響を考慮し，前
処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化
建屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保
管することにより，重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホース及び可
搬型建屋外ホースは，配管の全周破断に対して，
漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶
液，有機溶媒等）の影響を受けない位置に保管す
ることにより，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。
屋外に保管する代替安全圧縮空気系の可搬型空気
圧縮機は，積雪及び火山の影響に対して，積雪に
対しては除雪する手順を，火山の影響（降下火砕
物による積載荷重，フィルタの目詰まり等）に対
しては，可搬型空気圧縮機を屋内に配置する手順
を整備する。
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，想定
される重大事故等が発生した場合においても設置
及び可搬型重大事故等対処設備との接続に支障が
ないように，線量率の高くなるおそれの少ない場
所の選定により当該設備の設置場所で操作可能な
設計とする。
代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給系，機器
圧縮空気自動供給ユニット及び圧縮空気手動供給
ユニットは，想定される重大事故等が発生した場
合においても操作に支障がないように，線量率の
高くなるおそれの少ない場所の選定又は当該設備
の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備の設
置場所で操作可能な設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6 その他再処理設備の附属施設
8.6.2 圧縮空気設備
8.6.2.1 代替安全圧縮空気系
(6)　操作性の確保

【8.6.2.1 代替安全圧縮空気系(6)　操作性の確
保】
　代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給ユニッ
トは，代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気供給配
管・弁へ手動により速やかに接続できる設計とす
る。
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機を接続す
る接続口は，コネクタ式に統一することにより，
速やかに，かつ，確実に現場での接続が可能な設
計とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機，圧縮空
気手動供給ユニット，可搬型建屋外ホース及び可
搬型建屋内ホースと代替安全圧縮空気系の建屋内
空気中継配管，水素掃気配管・弁及び機器圧縮空
気供給配管・弁との接続は，コネクタ接続に統一
することにより，速やかに，容易かつ確実に現場
での接続が可能な設計とする。
代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁及び機器
圧縮空気供給配管・弁は，通常時に使用する系統
から速やかに切り替えることができるよう，系統
に必要な弁等を設ける設計とし，それぞれ簡易な
接続及び弁等の操作により安全機能を有する施設
の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに
切り替えられる設計とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホース及び可
搬型建屋外ホースは，容易かつ確実に接続でき，
かつ，複数の系統が相互に使用することができる
よう，ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温
度に応じたコネクタ接続又はより簡便な接続方式
を用いる設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

69

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機，圧縮空気自動供給系の圧縮空気
自動供給ユニット，機器圧縮空気自動供給ユニット及び圧縮空気手動供給
ユニットは，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を
確認するため，独立して外観点検，員数確認，性能確認，分解点検等が可
能な設計とするとともに，分解又は取替えが可能な設計とする。

機能要求①
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(試験・検査
性)

― ― ― ― ―

70
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，運転状態の確認及び外観の確
認が可能な設計とする。

機能要求①
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(試験・検査
性)

― ― ― ― ―

71
代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホース及び可搬型建屋外ホースと常設
設備との接続口は，外観の確認が可能な設計とする。

機能要求①
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(試験・検査
性)

― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6 その他再処理設備の附属施設
8.6.2 圧縮空気設備
8.6.2.1 代替安全圧縮空気系
(7)　試験・検査

【8.6.2.1 代替安全圧縮空気系　(7)　試験・検
査】
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機，圧縮空
気自動供給系の圧縮空気自動供給ユニット，機器
圧縮空気自動供給ユニット及び圧縮空気手動供給
ユニットは，通常時において，重大事故等に対処
するために必要な機能を確認するため，独立して
外観点検，員数確認，性能確認，分解点検等が可
能な設計とするとともに，分解又は取替えが可能
な設計とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，運転
状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホース及び可
搬型建屋外ホースと常設設備との接続口は，外観
の確認が可能な設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

69

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機，圧縮空気自動供給系の圧縮空気
自動供給ユニット，機器圧縮空気自動供給ユニット及び圧縮空気手動供給
ユニットは，通常時において，重大事故等に対処するために必要な機能を
確認するため，独立して外観点検，員数確認，性能確認，分解点検等が可
能な設計とするとともに，分解又は取替えが可能な設計とする。

機能要求①
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(試験・検査
性)

70
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，運転状態の確認及び外観の確
認が可能な設計とする。

機能要求①
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(試験・検査
性)

71
代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホース及び可搬型建屋外ホースと常設
設備との接続口は，外観の確認が可能な設計とする。

機能要求①
代替安全圧縮空気系
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(試験・検査
性)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ ― 代替安全圧縮空気系 ― ― ―

○ ― 代替安全圧縮空気系 ― ― ―

○ ― 代替安全圧縮空気系 ― ― ―

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.6 その他再処理設備の附属施設
8.6.2 圧縮空気設備
8.6.2.1 代替安全圧縮空気系
(7)　試験・検査

【8.6.2.1 代替安全圧縮空気系　(7)　試験・検
査】
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機，圧縮空
気自動供給系の圧縮空気自動供給ユニット，機器
圧縮空気自動供給ユニット及び圧縮空気手動供給
ユニットは，通常時において，重大事故等に対処
するために必要な機能を確認するため，独立して
外観点検，員数確認，性能確認，分解点検等が可
能な設計とするとともに，分解又は取替えが可能
な設計とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，運転
状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。
代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホース及び可
搬型建屋外ホースと常設設備との接続口は，外観
の確認が可能な設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第1章　共通項目
5.　火災等による損傷の防止
5.6　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備

　セル内においてＴＢＰ，ｎドデカン等（以下「有機溶媒等」という。）
が火災又は爆発に至ることを防止するための機能を有する施設のうち，
「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定する機器には，重大事故
等の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

2

　セル内において有機溶媒等が火災又は爆発に至ること防止するための機
能を有する施設のうち，「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定
する機器は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止し，その状態
を維持するとともに，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した機器に
接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合
にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放
射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を
設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

3
　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備は，重大事故時プ
ルトニウム濃縮缶加熱停止設備，重大事故時供給停止回路及び廃ガス貯留
設備で構成する。

機能要求①

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

基本方針 － － － － －

4

　プルトニウム濃縮缶においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し
た場合において，重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な
分解反応の発生を判定した場合に，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給
を停止するとともにプルトニウム濃縮缶の加熱を停止する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

5
　重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生
を判定した場合は，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を自動及び手動
で停止する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

6
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備により，プルトニウム濃縮
缶の加熱を停止する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

7

　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合において，当該重大事
故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放
出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃ガス貯留設備を
設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

8

　なお，有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために使用する重大事
故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備の設計については，第2章　個別項
目の「2.4.2　プルトニウム精製設備」の「2.4.2.1　重大事故時プルトニ
ウム濃縮缶加熱停止系」に，重大事故時供給停止回路の設計については，
第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.4　重大事故時供給停
止回路」に，廃ガス貯留設備の設計については，第2章　個別項目の「5.1
気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

9

第２章　個別項目
２　再処理設備本体
2.4　精製施設
2.4.2　プルトニウム精製設備
2.4.2.2　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備

　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合において，プルトニウ
ム濃縮缶の加熱を停止することで，プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等
の錯体の急激な分解反応の再発を防止するために必要な重大事故等対処設
備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

10
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，一次蒸気停止弁で構成
する。

設置要求
機能要求①

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）

基本方針 － － － － －

11
　また，設計基準対象の施設と兼用するプルトニウム精製設備の一部であ
るプルトニウム濃縮缶を常設重大事故等対処設備として位置付け，火災又
は爆発が発生した場合において火災又は爆発を収束できる設計とする。

機能要求① 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）

基本方針 － － － － －

12

　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合の重大事故等対処設備
として，重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備の他，安全保護回路
の一部である重大事故時供給停止回路及び工程計装設備の一部であるプル
トニウム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃縮缶気相部温度計及びプルトニウ
ム濃縮缶液相部温度計を使用する設計とする。なお，安全保護回路につい
ては「4.2　安全保護回路」の「4.2.4　重大事故時供給停止回路」に，工
程計装設備については，「4.1　計測制御設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
2.　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系の
基本方針
2.3　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系
及び関連設備の系統設計方針
2.3.1　プルトニウム濃縮缶の加熱の停止に使用
する設備
2.3.1.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停
止系
2.3.1.2　計測制御設備

【2.3.1.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止系】
TBP等の錯体の急激な分解反応への対処に使用す
る重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系につ
いて説明する。

【2.3.1.2　計測制御設備】
TBP等の錯体の急激な分解反応への対処に使用す
る計測制御設備について説明する。

－ － － － －

【1.2　基本方針】
　セル内においてＴＢＰ，ｎドデカン等（以下
「有機溶媒等」という。）が火災又は爆発に至る
ことを防止するための機能を有する施設のうち，
「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定
する機器には，重大事故等の拡大を防止するため
に必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　セル内において有機溶媒等が火災又は爆発に至
ること防止するための機能を有する施設のうち，
「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定
する機器は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の
再発を防止し，その状態を維持するとともに，Ｔ
ＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した機器に
接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内
が加圧状態になった場合にセル内に設置された配
管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放
射性物質の放出による影響を緩和するために必要
な重大事故等対処設備を設ける設計とする。
　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するため
の設備は，重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停
止設備，重大事故時供給停止回路及び廃ガス貯留
設備で構成する。
　プルトニウム濃縮缶においてＴＢＰ等の錯体の
急激な分解反応が発生した場合において，重大事
故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な
分解反応の発生を判定した場合に，プルトニウム
濃縮缶への供給液の供給を停止するとともにプル
トニウム濃縮缶の加熱を停止する設計とする。
　重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体
の急激な分解反応の発生を判定した場合は，プル
トニウム濃縮缶への供給液の供給を自動及び手動
で停止する設計とする。
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備に
より，プルトニウム濃縮缶の加熱を停止する設計
とする。
　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場
合において，当該重大事故で発生した放射性物質
を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放
出量を低減するために必要な重大事故等対処設備
として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。
　プルトニウム濃縮缶において，ＴＢＰ等の錯体
の急激な分解反応が発生した場合に，当該重大事
故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大
気中への放射性物質の放出量を低減するために必
要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。
　なお，有機溶媒等による火災又は爆発に対処す
るために使用する重大事故時プルトニウム濃縮缶
加熱停止設備の設計については「2. 重大事故時
プルトニウム濃縮缶加熱停止の基本方針」に，重
大事故時供給停止回路の設計については「3.　重
大事故時供給停止回路の基本方針」に，廃ガス貯
留設備の設計については「Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留
設備に関する説明書」に示す。

添付書類　構成 添付書類　説明内容

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
1.2　基本設計方針

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
2.　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系の
基本方針
2.2　基本設計方針

【2.2　基本設計方針】
　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場
合において，プルトニウム濃縮缶の加熱を停止す
ることで，プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等
の錯体の急激な分解反応の再発を防止するために
必要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
は，一次蒸気停止弁で構成する。
　また，設計基準対象の施設と兼用するプルトニ
ウム精製設備の一部であるプルトニウム濃縮缶を
常設重大事故等対処設備として位置付け，火災又
は爆発が発生した場合において火災又は爆発を収
束できる設計とする。

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備）

別紙２

1

第1章　共通項目
5.　火災等による損傷の防止
5.6　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備

　セル内においてＴＢＰ，ｎドデカン等（以下「有機溶媒等」という。）
が火災又は爆発に至ることを防止するための機能を有する施設のうち，
「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定する機器には，重大事故
等の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

2

　セル内において有機溶媒等が火災又は爆発に至ること防止するための機
能を有する施設のうち，「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定
する機器は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止し，その状態
を維持するとともに，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した機器に
接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合
にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放
射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を
設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

3
　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備は，重大事故時プ
ルトニウム濃縮缶加熱停止設備，重大事故時供給停止回路及び廃ガス貯留
設備で構成する。

機能要求①

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

基本方針

4

　プルトニウム濃縮缶においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し
た場合において，重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な
分解反応の発生を判定した場合に，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給
を停止するとともにプルトニウム濃縮缶の加熱を停止する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

5
　重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生
を判定した場合は，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を自動及び手動
で停止する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

6
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備により，プルトニウム濃縮
缶の加熱を停止する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

7

　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合において，当該重大事
故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放
出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃ガス貯留設備を
設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

8

　なお，有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために使用する重大事
故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備の設計については，第2章　個別項
目の「2.4.2　プルトニウム精製設備」の「2.4.2.1　重大事故時プルトニ
ウム濃縮缶加熱停止系」に，重大事故時供給停止回路の設計については，
第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.4　重大事故時供給停
止回路」に，廃ガス貯留設備の設計については，第2章　個別項目の「5.1
気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

9

第２章　個別項目
２　再処理設備本体
2.4　精製施設
2.4.2　プルトニウム精製設備
2.4.2.2　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備

　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合において，プルトニウ
ム濃縮缶の加熱を停止することで，プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等
の錯体の急激な分解反応の再発を防止するために必要な重大事故等対処設
備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

10
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，一次蒸気停止弁で構成
する。

設置要求
機能要求①

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）

基本方針

11
　また，設計基準対象の施設と兼用するプルトニウム精製設備の一部であ
るプルトニウム濃縮缶を常設重大事故等対処設備として位置付け，火災又
は爆発が発生した場合において火災又は爆発を収束できる設計とする。

機能要求① 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）

基本方針

12

　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合の重大事故等対処設備
として，重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備の他，安全保護回路
の一部である重大事故時供給停止回路及び工程計装設備の一部であるプル
トニウム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃縮缶気相部温度計及びプルトニウ
ム濃縮缶液相部温度計を使用する設計とする。なお，安全保護回路につい
ては「4.2　安全保護回路」の「4.2.4　重大事故時供給停止回路」に，工
程計装設備については，「4.1　計測制御設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ －

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
計装設備
重大事故時供給停止回路
廃ガス貯留設備

－ － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備 － － －

○ －
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備

－ － －

○ － 基本方針 － － －

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
2.　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系の
基本方針
2.3　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系
及び関連設備の系統設計方針
2.3.1　プルトニウム濃縮缶の加熱の停止に使用
する設備
2.3.1.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停
止系
2.3.1.2　計測制御設備

【2.3.1.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止系】
TBP等の錯体の急激な分解反応への対処に使用す
る重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系につ
いて説明する。

【2.3.1.2　計測制御設備】
TBP等の錯体の急激な分解反応への対処に使用す
る計測制御設備について説明する。

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
2.　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系の
基本方針
2.2　基本設計方針

【2.2　基本設計方針】
　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場
合において，プルトニウム濃縮缶の加熱を停止す
ることで，プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等
の錯体の急激な分解反応の再発を防止するために
必要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
は，一次蒸気停止弁で構成する。
　また，設計基準対象の施設と兼用するプルトニ
ウム精製設備の一部であるプルトニウム濃縮缶を
常設重大事故等対処設備として位置付け，火災又
は爆発が発生した場合において火災又は爆発を収
束できる設計とする。

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
1.2　基本設計方針

【1.2　基本方針】
　セル内においてＴＢＰ，ｎドデカン等（以下
「有機溶媒等」という。）が火災又は爆発に至る
ことを防止するための機能を有する施設のうち，
「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定
する機器には，重大事故等の拡大を防止するため
に必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　セル内において有機溶媒等が火災又は爆発に至
ること防止するための機能を有する施設のうち，
「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定
する機器は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の
再発を防止し，その状態を維持するとともに，Ｔ
ＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した機器に
接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内
が加圧状態になった場合にセル内に設置された配
管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放
射性物質の放出による影響を緩和するために必要
な重大事故等対処設備を設ける設計とする。
　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するため
の設備は，重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停
止設備，重大事故時供給停止回路及び廃ガス貯留
設備で構成する。
　プルトニウム濃縮缶においてＴＢＰ等の錯体の
急激な分解反応が発生した場合において，重大事
故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な
分解反応の発生を判定した場合に，プルトニウム
濃縮缶への供給液の供給を停止するとともにプル
トニウム濃縮缶の加熱を停止する設計とする。
　重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体
の急激な分解反応の発生を判定した場合は，プル
トニウム濃縮缶への供給液の供給を自動及び手動
で停止する設計とする。
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備に
より，プルトニウム濃縮缶の加熱を停止する設計
とする。
　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場
合において，当該重大事故で発生した放射性物質
を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放
出量を低減するために必要な重大事故等対処設備
として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。
　プルトニウム濃縮缶において，ＴＢＰ等の錯体
の急激な分解反応が発生した場合に，当該重大事
故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大
気中への放射性物質の放出量を低減するために必
要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。
　なお，有機溶媒等による火災又は爆発に対処す
るために使用する重大事故時プルトニウム濃縮缶
加熱停止設備の設計については「2. 重大事故時
プルトニウム濃縮缶加熱停止の基本方針」に，重
大事故時供給停止回路の設計については「3.　重
大事故時供給停止回路の基本方針」に，廃ガス貯
留設備の設計については「Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留
設備に関する説明書」に示す。

第２回

868



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

13

　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，重大事故時供給停止回
路の分解反応検知機器においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を
判定した場合に，重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備の一次蒸気
停止弁を閉止することにより，プルトニウム濃縮缶の加熱を停止できる設
計とする。

設置要求
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
2.　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系の
基本方針
2.3　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系
及び関連設備の系統設計方針
2.3.1　プルトニウム濃縮缶の加熱の停止に使用
する設備
2.3.1.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停
止系

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備の系
統構成や設備仕様を説明する。

【2.3.1.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止系】
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，
重大事故時供給停止回路の分解反応検知機器にお
いてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判
定した場合に，重大事故時プルトニウム濃縮缶加
熱停止設備の一次蒸気停止弁を閉止することによ
り，プルトニウム濃縮缶の加熱を停止し，ＴＢＰ
等の錯体の急激な分解反応の発生を防止できる設
計とする。

－ － － － －

14

　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，共通要因によって設計
基準事故に対処する加熱停止のための設備である遮断弁（自動）と同時に
その機能が損なわれるおそれがないよう，動作原理の異なる手動弁とする
ことで，設計基準事故に対処する加熱停止のための設備である遮断弁（自
動）に対して多様性を有する設計とする。

機能要求①
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

－ － － － －

15

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，共通要因によって設計基
準事故に対処する加熱停止のための設備と同時にその機能が損なわれるお
それがないよう，設計基準事故に対処する加熱停止のための設備を設置す
る部屋と異なる部屋に設置することにより，設計基準事故に対処する加熱
停止のための設備と位置的分散を図る設計とする。

設置要求
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

－ － － － －

16

　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，自然現象，人為事象，
溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関
連する工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を損なわない
設計とする。

機能要求①
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

－ － － － －

17
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
2.　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系の
基本方針
2.2　基本設計方針

【2.2　基本設計方針】
関連する工程を停止すること等については，保安
規定に定めて，管理する。

－ － － － －

19
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，プルトニウム濃縮缶の
加熱を停止するための設備として一次蒸気停止弁を１基有する設計とす
る。

設置要求
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）

設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.2　プルトニウム精製設備
8.2.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停
止設備
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備の系
統構成や設備仕様を説明する。

【8.2.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備　(3)　個数及び容量】
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
は，プルトニウム濃縮缶の加熱を停止するための
設備として一次蒸気停止弁を１基有する設計とす
る。

－ － － － －

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）

設計方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.2　プルトニウム精製設備
8.2.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停
止設備
(4)　悪影響防止

【8.2.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備　(4)　悪影響防止】
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，
安全機能を有する施設として使用する場合と同じ
系統構成で重大事故等対処設備として使用するこ
とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と
する。

－

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.2　プルトニウム精製設備
8.2.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停
止設備
(2)　多様性，位置的分散等

【8.2.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備　(2)　多様性，位置的分散等】
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，
共通要因によって設計基準事故に対処する加熱停
止のための設備である遮断弁（自動）と同時にそ
の機能が損なわれるおそれがないよう，動作原理
の異なる手動弁とすることで，設計基準事故に対
処する加熱停止のための設備である遮断弁（自
動）に対して多様性を有する設計とする。
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，
共通要因によって設計基準事故に対処する加熱停
止のための設備と同時にその機能が損なわれるお
それがないよう，設計基準事故に対処する加熱停
止のための設備を設置する部屋と異なる部屋に設
置することにより，設計基準事故に対処する加熱
停止のための設備と位置的分散を図る設計とす
る。
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，
自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火
災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連
する工程の停止等により重大事故等に対処するた
めの機能を損なわない設計とする。
関連する工程を停止すること等については，保安
規定に定めて，管理する。

18
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，安全機能を有する施設
として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する
ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

13

　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，重大事故時供給停止回
路の分解反応検知機器においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を
判定した場合に，重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備の一次蒸気
停止弁を閉止することにより，プルトニウム濃縮缶の加熱を停止できる設
計とする。

設置要求
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）

設計方針

14

　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，共通要因によって設計
基準事故に対処する加熱停止のための設備である遮断弁（自動）と同時に
その機能が損なわれるおそれがないよう，動作原理の異なる手動弁とする
ことで，設計基準事故に対処する加熱停止のための設備である遮断弁（自
動）に対して多様性を有する設計とする。

機能要求①
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

15

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，共通要因によって設計基
準事故に対処する加熱停止のための設備と同時にその機能が損なわれるお
それがないよう，設計基準事故に対処する加熱停止のための設備を設置す
る部屋と異なる部屋に設置することにより，設計基準事故に対処する加熱
停止のための設備と位置的分散を図る設計とする。

設置要求
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

16

　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，自然現象，人為事象，
溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関
連する工程の停止等により重大事故等に対処するための機能を損なわない
設計とする。

機能要求①
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

17
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

19
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，プルトニウム濃縮缶の
加熱を停止するための設備として一次蒸気停止弁を１基有する設計とす
る。

設置要求
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）

設計方針（個数及び容
量）

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）

設計方針（悪影響防
止）

18
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，安全機能を有する施設
として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する
ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備 － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
2.　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系の
基本方針
2.3　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系
及び関連設備の系統設計方針
2.3.1　プルトニウム濃縮缶の加熱の停止に使用
する設備
2.3.1.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停
止系

Ⅵ-2-3　系統図
・重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備の系
統構成や設備仕様を説明する。

【2.3.1.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止系】
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，
重大事故時供給停止回路の分解反応検知機器にお
いてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判
定した場合に，重大事故時プルトニウム濃縮缶加
熱停止設備の一次蒸気停止弁を閉止することによ
り，プルトニウム濃縮缶の加熱を停止し，ＴＢＰ
等の錯体の急激な分解反応の発生を防止できる設
計とする。

○ － 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備 － － －

○ － 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備 － － －

○ － 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備 － － －

○ － 施設共通　基本設計方針 － － －

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
2.　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系の
基本方針
2.2　基本設計方針

【2.2　基本設計方針】
関連する工程を停止すること等については，保安
規定に定めて，管理する。

○ － 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備 － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.2　プルトニウム精製設備
8.2.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停
止設備
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備の系
統構成や設備仕様を説明する。

【8.2.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備　(3)　個数及び容量】
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
は，プルトニウム濃縮缶の加熱を停止するための
設備として一次蒸気停止弁を１基有する設計とす
る。

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備 －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.2　プルトニウム精製設備
8.2.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停
止設備
(2)　多様性，位置的分散等

【8.2.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備　(2)　多様性，位置的分散等】
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，
共通要因によって設計基準事故に対処する加熱停
止のための設備である遮断弁（自動）と同時にそ
の機能が損なわれるおそれがないよう，動作原理
の異なる手動弁とすることで，設計基準事故に対
処する加熱停止のための設備である遮断弁（自
動）に対して多様性を有する設計とする。
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，
共通要因によって設計基準事故に対処する加熱停
止のための設備と同時にその機能が損なわれるお
それがないよう，設計基準事故に対処する加熱停
止のための設備を設置する部屋と異なる部屋に設
置することにより，設計基準事故に対処する加熱
停止のための設備と位置的分散を図る設計とす
る。
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，
自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火
災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連
する工程の停止等により重大事故等に対処するた
めの機能を損なわない設計とする。
関連する工程を停止すること等については，保安
規定に定めて，管理する。

－ －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.2　プルトニウム精製設備
8.2.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停
止設備
(4)　悪影響防止

【8.2.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備　(4)　悪影響防止】
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，
安全機能を有する施設として使用する場合と同じ
系統構成で重大事故等対処設備として使用するこ
とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と
する。

○ －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

機能要求② プルトニウム濃縮缶

設置要求
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）

22
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，想定される重大事故等
が発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くなるお
それの少ない場所を選定した設計とする。

設置要求
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）

設計方針（環境条件
等）

－ － － － －

－ －

－ －
設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.2　プルトニウム精製設備
8.2.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停
止設備
(6)　操作性の確保

【8.2.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備　(6)　操作性の確保】
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，
精製建屋にて操作し易い構造とし，確実に操作が
可能な設計とする。

－ － －23
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，精製建屋にて操作し易
い構造とし，確実に操作が可能な設計とする。

機能要求①
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）

設計方針（環境条件
等）

Ⅴ-1　強度及び耐食性に関する基本方針
Ⅴ-2　強度評価書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.2　プルトニウム精製設備
8.2.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停
止設備
(5)　環境条件等

【Ⅴ-1　強度及び耐食性に関する基本方針】【Ⅴ
-2　強度評価書】【Ⅴ-3　計算機プログラム（解
析コード）の概要】
重大事故時にプルトニウム濃縮缶が耐食性を有す
ることを説明する。

【8.2.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備　(5)　環境条件等】
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，
ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により瞬間的に
上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，
配管の全周破断に対して，適切な材質とすること
により，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液
体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，
想定される重大事故等が発生した場合においても
操作に支障がないように，線量率の高くなるおそ
れの少ない場所を選定した設計とする。

－ － －21

　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，配管の全周破断に対し
て，適切な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の
液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2.5  環境条件等

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.2　プルトニウム精製設備
8.2.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停
止設備
(5)　環境条件等

【8.2.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備　(5)　環境条件等】
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，
ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により瞬間的に
上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，
配管の全周破断に対して，適切な材質とすること
により，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液
体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，
想定される重大事故等が発生した場合においても
操作に支障がないように，線量率の高くなるおそ
れの少ない場所を選定した設計とする。

－

プルトニウム濃縮缶

Ⅴ-1　強度及び耐食性に関する基本方針
Ⅴ-2　強度評価書
Ⅴ-3　計算機プログラム（解析コード）の概要

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.2　プルトニウム精製設備
8.2.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停
止設備
(5)　環境条件等

【Ⅴ-1　強度及び耐食性に関する基本方針】【Ⅴ
-2　強度評価書】【Ⅴ-3　計算機プログラム（解
析コード）の概要】
重大事故時にプルトニウム濃縮缶が耐圧強度を有
することを説明する。
耐圧強度を説明するにあたり使用した計算機プロ
グラムを説明する。

【8.2.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備　(5)　環境条件等】
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，
ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により瞬間的に
上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，
配管の全周破断に対して，適切な材質とすること
により，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液
体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。

20
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激
な分解反応により瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求①

機能要求②

－ － － －

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）

設計方針（環境条件
等）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

機能要求② プルトニウム濃縮缶

設置要求
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）

22
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，想定される重大事故等
が発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くなるお
それの少ない場所を選定した設計とする。

設置要求
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）

設計方針（環境条件
等）

設計方針（操作性の確
保）

23
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，精製建屋にて操作し易
い構造とし，確実に操作が可能な設計とする。

機能要求①
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）

設計方針（環境条件
等）

21

　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，配管の全周破断に対し
て，適切な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の
液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

プルトニウム濃縮缶

20
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激
な分解反応により瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求①

機能要求②

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）

設計方針（環境条件
等）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

プルトニウム濃縮缶

<容器>
・容量
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）

－

○ － 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備 － － －

【8.2.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備　(6)　操作性の確保】
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，
精製建屋にて操作し易い構造とし，確実に操作が
可能な設計とする。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2.5  環境条件等

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.2　プルトニウム精製設備
8.2.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停
止設備
(5)　環境条件等

【8.2.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備　(5)　環境条件等】
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，
ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により瞬間的に
上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，
配管の全周破断に対して，適切な材質とすること
により，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液
体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，
想定される重大事故等が発生した場合においても
操作に支障がないように，線量率の高くなるおそ
れの少ない場所を選定した設計とする。

○ －

－ －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.2　プルトニウム精製設備
8.2.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停
止設備
(6)　操作性の確保

－ 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備 －○

－

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2.5  環境条件等

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.2　プルトニウム精製設備
8.2.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停
止設備
(5)　環境条件等

【8.2.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備　(5)　環境条件等】
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，
ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により瞬間的に
上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，
配管の全周破断に対して，適切な材質とすること
により，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液
体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，
想定される重大事故等が発生した場合においても
操作に支障がないように，線量率の高くなるおそ
れの少ない場所を選定した設計とする。

プルトニウム濃縮缶

<容器>
・容量
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

Ⅴ-2-4　重大事故等対処設備の耐圧強度に関する
計算書

Ⅴ-4　計算機プログラム（解析コード）の概要
Ⅴ-4-別添5　TBP等の錯体の急激な分解反応発生
時の影響に関する説明書
Ⅴ-4-別添5-1　TBP等の錯体の急激な分解反応発
生時の影響を考慮する施設の健全性の評価方針
Ⅴ-4-別添5-2　プルトニウム濃縮缶の強度計算書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.2　プルトニウム精製設備
8.2.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停
止設備
(5)　環境条件等

【Ⅴ-2-4　重大事故等対処設備の耐圧強度に関す
る計算書】
重大事故時にプルトニウム濃縮缶が耐圧強度を有
することを説明する。

【Ⅴ-4　計算機プログラム（解析コード）の概
要】
耐圧強度を説明するにあたり使用した計算機プロ
グラムを説明する。

【8.2.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備　(5)　環境条件等】
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，
ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により瞬間的に
上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，
配管の全周破断に対して，適切な材質とすること
により，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液
体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。

－ －

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備

－ －○ －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

－ － － －
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）

設計方針（試験・検
査）

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.2　プルトニウム精製設備
8.2.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停
止設備
(7)　試験・検査

【8.2.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備　(7)　試験・検査】
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，
通常時において，重大事故等に対処するために必
要な機能を確認するため，外観検査及び分解点検
が可能な設計とする。

－24
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，通常時において，重大
事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観検査及び分解点
検が可能な設計とする。

機能要求①
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）

設計方針（試験・検
査）

24
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，通常時において，重大
事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外観検査及び分解点
検が可能な設計とする。

機能要求①

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

【8.2.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱
停止設備　(7)　試験・検査】
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，
通常時において，重大事故等に対処するために必
要な機能を確認するため，外観検査及び分解点検
が可能な設計とする。

○ － 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.2　再処理施設本体
8.2.2　プルトニウム精製設備
8.2.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停
止設備
(7)　試験・検査
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時供給停止回路）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第1章　共通項目
5.　火災等による損傷の防止
5.6　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備

　セル内においてＴＢＰ，ｎドデカン等（以下「有機溶媒等」という。）
が火災又は爆発に至ることを防止するための機能を有する施設のうち，
「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定する機器には，重大事故
等の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

2

　セル内において有機溶媒等が火災又は爆発に至ること防止するための機
能を有する施設のうち，「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定
する機器は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止し，その状態
を維持するとともに，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した機器に
接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合
にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放
射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を
設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

3
　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備は，重大事故時プ
ルトニウム濃縮缶加熱停止設備，重大事故時供給停止回路及び廃ガス貯留
設備で構成する。

機能要求①

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

基本方針 － － － － －

4

　プルトニウム濃縮缶においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し
た場合において，重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な
分解反応の発生を判定した場合に，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給
を停止するとともにプルトニウム濃縮缶の加熱を停止する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

5
　重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生
を判定した場合は，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を自動及び手動
で停止する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

6
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備により，プルトニウム濃縮
缶の加熱を停止する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

7

　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合において，当該重大事
故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放
出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃ガス貯留設備を
設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

8

　なお，有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために使用する重大事
故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備の設計については，第2章　個別項
目の「2.4.2　プルトニウム精製設備」の「2.4.2.1　重大事故時プルトニ
ウム濃縮缶加熱停止系」に，重大事故時供給停止回路の設計については，
第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.4　重大事故時供給停
止回路」に，廃ガス貯留設備の設計については，第2章　個別項目の「5.1
気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

9

第２章　個別項目
４　計測制御系統施設
4.2　安全保護回路
4.2.4　重大事故時供給停止回路

　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合において，プルトニウ
ム濃縮缶への供給液の供給を停止することで，プルトニウム濃縮缶におけ
るＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止するために必要な重大事
故等対処設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

10

　重大事故時供給停止回路は，分解反応検知機器及び緊急停止系で構成す
る。
　重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，緊急停止操作スイッチ及び重
大事故時供給液停止弁で構成する。
　重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，ハードワイヤードロジックで
構成する。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）

基本方針 － － － － －

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

　重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し
た場合に，分解反応検知機器であるプルトニウム濃縮缶圧力計，プルトニ
ウム濃縮缶気相部温度計及びプルトニウム濃縮缶液相部温度計の３台の検
出器によりプルトニウム濃縮缶の異常を検知し，警報を発報する設計とす
る。

設置要求
重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）

11 設計方針

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータの
計測又は推定
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
3.　重大事故時供給停止回路の基本方針
3.3　重大事故時供給停止回路及び関連設備の系
統設計方針
3.3.1　プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停
止に使用する設備
3.3.1.1　重大事故時供給停止回路

【2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータ
の計測又は推定】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時供給停止回路の警報設定値，設備構成
及び設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時供給停止回路】
　重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯重大
事故時供給停止回路は，分解反応検知機器である
プルトニウム濃縮缶液相部温度計，プルトニウム
濃縮缶圧力計及びプルトニウム濃縮缶気相部温度
計を用いてプルトニウム濃縮缶においてＴＢＰ等
の錯体の急激な分解反応が発生したことを検知
し，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判
定した場合に，警報を発することで，運転員に対
しＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生したこ
とを知らせることができる設計とする。

－ － －－ －

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
2.　基本方針

【1.2　基本方針】
　セル内においてＴＢＰ，ｎドデカン等（以下
「有機溶媒等」という。）が火災又は爆発に至る
ことを防止するための機能を有する施設のうち，
「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定
する機器には，重大事故等の拡大を防止するため
に必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　セル内において有機溶媒等が火災又は爆発に至
ること防止するための機能を有する施設のうち，
「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定
する機器は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の
再発を防止し，その状態を維持するとともに，Ｔ
ＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した機器に
接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内
が加圧状態になった場合にセル内に設置された配
管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放
射性物質の放出による影響を緩和するために必要
な重大事故等対処設備を設ける設計とする。
　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するため
の設備は，重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停
止設備，重大事故時供給停止回路及び廃ガス貯留
設備で構成する。
　プルトニウム濃縮缶においてＴＢＰ等の錯体の
急激な分解反応が発生した場合において，重大事
故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な
分解反応の発生を判定した場合に，プルトニウム
濃縮缶への供給液の供給を停止するとともにプル
トニウム濃縮缶の加熱を停止する設計とする。
　重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体
の急激な分解反応の発生を判定した場合は，プル
トニウム濃縮缶への供給液の供給を自動及び手動
で停止する設計とする。
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備に
より，プルトニウム濃縮缶の加熱を停止する設計
とする。
　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場
合において，当該重大事故で発生した放射性物質
を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放
出量を低減するために必要な重大事故等対処設備
として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。
　プルトニウム濃縮缶において，ＴＢＰ等の錯体
の急激な分解反応が発生した場合に，当該重大事
故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大
気中への放射性物質の放出量を低減するために必
要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。
　なお，有機溶媒等による火災又は爆発に対処す
るために使用する重大事故時プルトニウム濃縮缶
加熱停止設備の設計については「2. 重大事故時
プルトニウム濃縮缶加熱停止の基本方針」に，重
大事故時供給停止回路の設計については「3.　重
大事故時供給停止回路の基本方針」に，廃ガス貯
留設備の設計については「Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留
設備に関する説明書」に示す。

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
3.　重大事故時供給停止回路の基本方針
3.2　基本設計方針

【3.2　基本設計方針】
　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場
合において，プルトニウム濃縮缶への供給液の供
給を停止することで，プルトニウム濃縮缶におけ
るＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止
するために必要な重大事故等対処設備を設ける設
計とする。
　重大事故時供給停止回路は，分解反応検知機器
及び緊急停止系で構成する。
　重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，緊急
停止操作スイッチ及び重大事故時供給液停止弁で
構成する。

875



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時供給停止回路）

別紙２

1

第1章　共通項目
5.　火災等による損傷の防止
5.6　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備

　セル内においてＴＢＰ，ｎドデカン等（以下「有機溶媒等」という。）
が火災又は爆発に至ることを防止するための機能を有する施設のうち，
「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定する機器には，重大事故
等の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

2

　セル内において有機溶媒等が火災又は爆発に至ること防止するための機
能を有する施設のうち，「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定
する機器は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止し，その状態
を維持するとともに，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した機器に
接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合
にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放
射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を
設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

3
　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備は，重大事故時プ
ルトニウム濃縮缶加熱停止設備，重大事故時供給停止回路及び廃ガス貯留
設備で構成する。

機能要求①

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
（許可文中、第4.5-7表(1)、第4.5-9図）
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）
廃ガス貯留設備
（許可文中、第7.2-32表(1)、第7.2-41、42図）

基本方針

4

　プルトニウム濃縮缶においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し
た場合において，重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な
分解反応の発生を判定した場合に，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給
を停止するとともにプルトニウム濃縮缶の加熱を停止する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

5
　重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生
を判定した場合は，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を自動及び手動
で停止する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

6
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備により，プルトニウム濃縮
缶の加熱を停止する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

7

　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合において，当該重大事
故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放
出量を低減するために必要な重大事故等対処設備として廃ガス貯留設備を
設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

8

　なお，有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために使用する重大事
故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備の設計については，第2章　個別項
目の「2.4.2　プルトニウム精製設備」の「2.4.2.1　重大事故時プルトニ
ウム濃縮缶加熱停止系」に，重大事故時供給停止回路の設計については，
第2章　個別項目の「4.2　安全保護回路」の「4.2.4　重大事故時供給停
止回路」に，廃ガス貯留設備の設計については，第2章　個別項目の「5.1
気体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7　廃ガス貯留設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

9

第２章　個別項目
４　計測制御系統施設
4.2　安全保護回路
4.2.4　重大事故時供給停止回路

　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合において，プルトニウ
ム濃縮缶への供給液の供給を停止することで，プルトニウム濃縮缶におけ
るＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止するために必要な重大事
故等対処設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

10

　重大事故時供給停止回路は，分解反応検知機器及び緊急停止系で構成す
る。
　重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，緊急停止操作スイッチ及び重
大事故時供給液停止弁で構成する。
　重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，ハードワイヤードロジックで
構成する。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)）
重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）

基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

　重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し
た場合に，分解反応検知機器であるプルトニウム濃縮缶圧力計，プルトニ
ウム濃縮缶気相部温度計及びプルトニウム濃縮缶液相部温度計の３台の検
出器によりプルトニウム濃縮缶の異常を検知し，警報を発報する設計とす
る。

設置要求
重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）

11 設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ －

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備
計装設備
重大事故時供給停止回路
廃ガス貯留設備

－ － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本設計 － － －

○ －
計装設備
重大事故時供給停止回路

－ － －

第２回

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
3.　重大事故時供給停止回路の基本方針
3.2　基本設計方針

【3.2　基本設計方針】
　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場
合において，プルトニウム濃縮缶への供給液の供
給を停止することで，プルトニウム濃縮缶におけ
るＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止
するために必要な重大事故等対処設備を設ける設
計とする。
　重大事故時供給停止回路は，分解反応検知機器
及び緊急停止系で構成する。
　重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，緊急
停止操作スイッチ及び重大事故時供給液停止弁で
構成する。

－

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータの
計測又は推定
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
3.　重大事故時供給停止回路の基本方針
3.3　重大事故時供給停止回路及び関連設備の系
統設計方針
3.3.1　プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停
止に使用する設備
3.3.1.1　重大事故時供給停止回路

【2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータ
の計測又は推定】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時供給停止回路の警報設定値，設備構成
及び設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時供給停止回路】
　重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯重大
事故時供給停止回路は，分解反応検知機器である
プルトニウム濃縮缶液相部温度計，プルトニウム
濃縮缶圧力計及びプルトニウム濃縮缶気相部温度
計を用いてプルトニウム濃縮缶においてＴＢＰ等
の錯体の急激な分解反応が発生したことを検知
し，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判
定した場合に，警報を発することで，運転員に対
しＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生したこ
とを知らせることができる設計とする。

－基本設計 － －○

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
2.　基本方針

【1.2　基本方針】
　セル内においてＴＢＰ，ｎドデカン等（以下
「有機溶媒等」という。）が火災又は爆発に至る
ことを防止するための機能を有する施設のうち，
「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定
する機器には，重大事故等の拡大を防止するため
に必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける
設計とする。
　セル内において有機溶媒等が火災又は爆発に至
ること防止するための機能を有する施設のうち，
「有機溶媒等による火災又は爆発」の発生を仮定
する機器は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の
再発を防止し，その状態を維持するとともに，Ｔ
ＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した機器に
接続する配管の流路を遮断し，換気系統の配管内
が加圧状態になった場合にセル内に設置された配
管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放
射性物質の放出による影響を緩和するために必要
な重大事故等対処設備を設ける設計とする。
　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するため
の設備は，重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停
止設備，重大事故時供給停止回路及び廃ガス貯留
設備で構成する。
　プルトニウム濃縮缶においてＴＢＰ等の錯体の
急激な分解反応が発生した場合において，重大事
故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な
分解反応の発生を判定した場合に，プルトニウム
濃縮缶への供給液の供給を停止するとともにプル
トニウム濃縮缶の加熱を停止する設計とする。
　重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体
の急激な分解反応の発生を判定した場合は，プル
トニウム濃縮缶への供給液の供給を自動及び手動
で停止する設計とする。
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備に
より，プルトニウム濃縮缶の加熱を停止する設計
とする。
　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場
合において，当該重大事故で発生した放射性物質
を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放
出量を低減するために必要な重大事故等対処設備
として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。
　プルトニウム濃縮缶において，ＴＢＰ等の錯体
の急激な分解反応が発生した場合に，当該重大事
故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，大
気中への放射性物質の放出量を低減するために必
要な重大事故等対処設備を設ける設計とする。
　なお，有機溶媒等による火災又は爆発に対処す
るために使用する重大事故時プルトニウム濃縮缶
加熱停止設備の設計については「2. 重大事故時
プルトニウム濃縮缶加熱停止の基本方針」に，重
大事故時供給停止回路の設計については「3.　重
大事故時供給停止回路の基本方針」に，廃ガス貯
留設備の設計については「Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留
設備に関する説明書」に示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時供給停止回路）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

12

　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生の判定には，検出器３台からの
警報の「２ out of ３」論理を用い，同時に２台以上の検出器からプルト
ニウム濃縮缶の異常を検知した警報が発せられた場合に，分解反応検知機
器の論理回路がＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生したと判定する設
計とする。

設置要求 設計方針
重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）

13

　論理回路は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生したと判定した場
合に，中央制御室に警報を発し，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対
処を促すとともに，プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止するための
重大事故時供給液停止弁の閉信号，廃ガス貯留設備の隔離弁の開信号，廃
ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信号，廃ガス貯留設備の精製建屋塔槽類
廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁の閉信号
及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の排風機の停止信号を発することができる設計とする。
　プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止するための重大事故時供給液
停止弁は，論理回路によるＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生の判定
から１分以内に閉止することで，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を
停止できる設計とする。

機能要求②

○プルトニウム濃縮缶　圧力計
○プルトニウム濃縮缶　液相部　温度計
○プルトニウム濃縮缶　気相部　温度計
○重大事故時供給停止回路

【精製建屋】
○空気圧縮機
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類
廃ガス処理系（プルトニウム系））
○主要弁（1405-W3009, W3070, W3071, HCV-50,
1431-W3101）

設計方針

－ － －－ －

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
3.　重大事故時供給停止回路の基本方針
3.3　重大事故時供給停止回路及び関連設備の系
統設計方針
3.3.1　プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停
止に使用する設備
3.3.1.1　重大事故時供給停止回路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時供給停止回路の警報設定値，設備構成
及び設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時供給停止回路】
　重大事故時供給停止回路のうち分解反応検知機
器のプルトニウム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃
縮缶気相部温度計及びプルトニウム濃縮缶液相部
温度計は，プルトニウム濃縮缶の異常を検知する
ために警報設定値を有する設計とする。

－

－ － － － －

14

　重大事故時供給停止回路のうち分解反応検知機器のプルトニウム濃縮缶
圧力計，プルトニウム濃縮缶気相部温度計及びプルトニウム濃縮缶液相部
温度計は，プルトニウム濃縮缶の異常を検知するために警報設定値を有す
る設計とする。

冒頭宣言 基本設計 基本設計

重大事故時供給停止回路 設計方針

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
3.　重大事故時供給停止回路の基本方針
3.3　重大事故時供給停止回路及び関連設備の系
統設計方針
3.3.1　プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停
止に使用する設備
3.3.1.1　重大事故時供給停止回路

15

　プルトニウム濃縮缶圧力計の警報設定値は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分
解反応が発生した場合にプルトニウム濃縮缶気相部の圧力が瞬間的に上昇
することから，設計基準対象の施設であるプルトニウム濃縮缶圧力の圧力
高警報設定値の約２倍を目安に設定することにより，ＴＢＰ等の錯体の急
激な分解反応を検知できる設計とする。

機能要求②

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時供給停止回路の警報設定値，設備構成
及び設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時供給停止回路】
　プルトニウム濃縮缶圧力計の警報設定値は，Ｔ
ＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合に
プルトニウム濃縮缶気相部の圧力が瞬間的に上昇
することから，設計基準対象の施設であるプルト
ニウム濃縮缶圧力の圧力高警報設定値の約２倍を
目安に設定することにより，ＴＢＰ等の錯体の急
激な分解反応を検知できる設計とする。

－ － － －

－ － － －

16

　プルトニウム濃縮缶気相部温度計の警報設定値は，ＴＢＰ等の錯体の急
激な分解反応が発生した場合にプルトニウム濃縮缶気相部温度が急激に上
昇することから，文献値を基にＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生す
る温度を目安に設定することにより，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を
検知できる設計とする。

機能要求② 重大事故時供給停止回路 設計方針

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時供給停止回路の警報設定値，設備構成
及び設備仕様を説明する。

【3.1.1.1　重大事故時供給停止回路】
　プルトニウム濃縮缶気相部温度計の警報設定値
は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した
場合にプルトニウム濃縮缶気相部温度が急激に上
昇することから，文献値を基にＴＢＰ等の錯体の
急激な分解反応が発生する温度を目安に設定する
ことにより，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を
検知できる設計とする。

－

－

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
3.　重大事故時供給停止回路の基本方針
3.3　重大事故時供給停止回路及び関連設備の系
統設計方針
3.3.1　プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停
止に使用する設備
3.3.1.1　重大事故時供給停止回路

－ － － －

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータの
計測又は推定
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
3.　重大事故時供給停止回路の基本方針
3.3　重大事故時供給停止回路及び関連設備の系
統設計方針
3.3.1　プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停
止に使用する設備
3.3.1.1　重大事故時供給停止回路

【2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータ
の計測又は推定】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時供給停止回路の警報設定値，設備構成
及び設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時供給停止回路】
　このＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を
判断するための論理回路は，プルトニウム濃縮缶
液相部温度計，プルトニウム濃縮缶圧力計及びプ
ルトニウム濃縮缶気相部温度計の３台の検出器の
誤作動を考慮して，同時に２台以上の検出器にお
いてプルトニウム濃縮缶の異常を検知した場合
に，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した
と判定する設計とする。
　分解反応検知機器の論理回路がＴＢＰ等の錯体
の急激な分解反応の発生を判定した場合は，プル
トニウム濃縮缶供給槽ゲデオンにより供給液がプ
ルトニウム濃縮缶へ連続的に供給され，ＴＢＰ等
の錯体の急激な分解反応が再発することを防止す
るため，プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停
止するための重大事故時供給液停止弁の閉信号を
１分以内に自動で発することにより，供給液の供
給を停止できる設計とする。
　なお，分解反応検知機器の論理回路がＴＢＰ等
の錯体の急激な分解反応の発生を判定した場合に
は，この他に廃ガス貯留設備の隔離弁の開信号，
廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信号，廃ガス
貯留設備の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類
廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁の閉信
号及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガ
ス処理系（プルトニウム系）の排風機の停止信号
を発することができる設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時供給停止回路）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

12

　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生の判定には，検出器３台からの
警報の「２ out of ３」論理を用い，同時に２台以上の検出器からプルト
ニウム濃縮缶の異常を検知した警報が発せられた場合に，分解反応検知機
器の論理回路がＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生したと判定する設
計とする。

設置要求 設計方針
重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）

13

　論理回路は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生したと判定した場
合に，中央制御室に警報を発し，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対
処を促すとともに，プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止するための
重大事故時供給液停止弁の閉信号，廃ガス貯留設備の隔離弁の開信号，廃
ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信号，廃ガス貯留設備の精製建屋塔槽類
廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁の閉信号
及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）の排風機の停止信号を発することができる設計とする。
　プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止するための重大事故時供給液
停止弁は，論理回路によるＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生の判定
から１分以内に閉止することで，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を
停止できる設計とする。

機能要求②

○プルトニウム濃縮缶　圧力計
○プルトニウム濃縮缶　液相部　温度計
○プルトニウム濃縮缶　気相部　温度計
○重大事故時供給停止回路

【精製建屋】
○空気圧縮機
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類
廃ガス処理系（プルトニウム系））
○主要弁（1405-W3009, W3070, W3071, HCV-50,
1431-W3101）

設計方針

14

　重大事故時供給停止回路のうち分解反応検知機器のプルトニウム濃縮缶
圧力計，プルトニウム濃縮缶気相部温度計及びプルトニウム濃縮缶液相部
温度計は，プルトニウム濃縮缶の異常を検知するために警報設定値を有す
る設計とする。

冒頭宣言 基本設計 基本設計

重大事故時供給停止回路 設計方針15

　プルトニウム濃縮缶圧力計の警報設定値は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分
解反応が発生した場合にプルトニウム濃縮缶気相部の圧力が瞬間的に上昇
することから，設計基準対象の施設であるプルトニウム濃縮缶圧力の圧力
高警報設定値の約２倍を目安に設定することにより，ＴＢＰ等の錯体の急
激な分解反応を検知できる設計とする。

機能要求②

16

　プルトニウム濃縮缶気相部温度計の警報設定値は，ＴＢＰ等の錯体の急
激な分解反応が発生した場合にプルトニウム濃縮缶気相部温度が急激に上
昇することから，文献値を基にＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生す
る温度を目安に設定することにより，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を
検知できる設計とする。

機能要求② 重大事故時供給停止回路 設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

－ － －－ 重大事故時供給停止回路○

基本設計

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
3.　重大事故時供給停止回路の基本方針
3.3　重大事故時供給停止回路及び関連設備の系
統設計方針
3.3.1　プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停
止に使用する設備
3.3.1.1　重大事故時供給停止回路

－ －

＜インターロッ
ク＞
・検出器の種類
・設定値
・起動に要する
信号の個数

<圧縮機>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・原動機
<主要弁>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）

○ －

○プルトニウム濃縮缶　圧力計
○プルトニウム濃縮缶　液相部　温度計
○プルトニウム濃縮缶　気相部　温度計
○重大事故時供給停止回路

【精製建屋】
○空気圧縮機
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類
廃ガス処理系（プルトニウム系））
○主要弁（1405-W3009, W3070, W3071, HCV-50,
1431-W3101）

○

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
2.2 重大事故等対処設備に関する計測
2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータの
計測又は推定
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
3.　重大事故時供給停止回路の基本方針
3.3　重大事故時供給停止回路及び関連設備の系
統設計方針
3.3.1　プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停
止に使用する設備
3.3.1.1　重大事故時供給停止回路

○

－

－

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時供給停止回路の警報設定値，設備構成
及び設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時供給停止回路】
　重大事故時供給停止回路のうち分解反応検知機
器のプルトニウム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃
縮缶気相部温度計及びプルトニウム濃縮缶液相部
温度計は，プルトニウム濃縮缶の異常を検知する
ために警報設定値を有する設計とする。

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
3.　重大事故時供給停止回路の基本方針
3.3　重大事故時供給停止回路及び関連設備の系
統設計方針
3.3.1　プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停
止に使用する設備
3.3.1.1　重大事故時供給停止回路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時供給停止回路の警報設定値，設備構成
及び設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時供給停止回路】
　プルトニウム濃縮缶圧力計の警報設定値は，Ｔ
ＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合に
プルトニウム濃縮缶気相部の圧力が瞬間的に上昇
することから，設計基準対象の施設であるプルト
ニウム濃縮缶圧力の圧力高警報設定値の約２倍を
目安に設定することにより，ＴＢＰ等の錯体の急
激な分解反応を検知できる設計とする。

－ －

重大事故時供給停止回路

－ － －

－ －
＜インターロッ
ク＞
・設定値

重大事故時供給停止回路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時供給停止回路の警報設定値，設備構成
及び設備仕様を説明する。

【3.1.1.1　重大事故時供給停止回路】
　プルトニウム濃縮缶気相部温度計の警報設定値
は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した
場合にプルトニウム濃縮缶気相部温度が急激に上
昇することから，文献値を基にＴＢＰ等の錯体の
急激な分解反応が発生する温度を目安に設定する
ことにより，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を
検知できる設計とする。

＜インターロッ
ク＞
・設定値

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
3.　重大事故時供給停止回路の基本方針
3.3　重大事故時供給停止回路及び関連設備の系
統設計方針
3.3.1　プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停
止に使用する設備
3.3.1.1　重大事故時供給停止回路

○ －

【2.2.1　重大事故等の対処に必要なパラメータ
の計測又は推定】
　重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又
は推定について説明する。

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時供給停止回路の警報設定値，設備構成
及び設備仕様を説明する。

【3.3.1.1　重大事故時供給停止回路】
　このＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を
判断するための論理回路は，プルトニウム濃縮缶
液相部温度計，プルトニウム濃縮缶圧力計及びプ
ルトニウム濃縮缶気相部温度計の３台の検出器の
誤作動を考慮して，同時に２台以上の検出器にお
いてプルトニウム濃縮缶の異常を検知した場合
に，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した
と判定する設計とする。
　分解反応検知機器の論理回路がＴＢＰ等の錯体
の急激な分解反応の発生を判定した場合は，プル
トニウム濃縮缶供給槽ゲデオンにより供給液がプ
ルトニウム濃縮缶へ連続的に供給され，ＴＢＰ等
の錯体の急激な分解反応が再発することを防止す
るため，プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停
止するための重大事故時供給液停止弁の閉信号を
１分以内に自動で発することにより，供給液の供
給を停止できる設計とする。
　なお，分解反応検知機器の論理回路がＴＢＰ等
の錯体の急激な分解反応の発生を判定した場合に
は，この他に廃ガス貯留設備の隔離弁の開信号，
廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信号，廃ガス
貯留設備の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類
廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁の閉信
号及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガ
ス処理系（プルトニウム系）の排風機の停止信号
を発することができる設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時供給停止回路）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

重大事故時供給停止回路 設計方針

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
3.　重大事故時供給停止回路の基本方針
3.3　重大事故時供給停止回路及び関連設備の系
統設計方針
3.3.1　プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停
止に使用する設備
3.3.1.1　重大事故時供給停止回路

17
　プルトニウム濃縮缶液相部温度計の警報設定値は，熱的制限値を目安に
設定することにより，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を検知できる設計
とする。

機能要求②

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時供給停止回路の警報設定値，設備構成
及び設備仕様を説明する。

【3.1.1.1　重大事故時供給停止回路】
　プルトニウム濃縮缶液相部温度計の警報設定値
は，熱的制限値を目安に設定することにより，Ｔ
ＢＰ等の錯体の急激な分解反応を検知できる設計
とする。

－ － － －

18

　分解反応検知機器の論理回路は，１系列当たり十分な台数を設ける多重
化構成とし，プルトニウム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃縮缶気相部温度
計及びプルトニウム濃縮缶液相部温度計からの信号を分配して入力するこ
とにより，１台の論理回路の機能が喪失した場合でも，ＴＢＰ等の錯体の
急激な分解反応の検知機能を喪失しない設計とする。

設置要求

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故時供給停止回路の個数を説明する。

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時供給停止回路の警報設定値，設備構成
及び設備仕様を説明する。

【3.1.1.1　重大事故時供給停止回路】
　分解反応検知機器の論理回路は，１系列当たり
十分な台数を設ける多重化構成とし，プルトニウ
ム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃縮缶気相部温度
計及びプルトニウム濃縮缶液相部温度計からの信
号を分配して入力することにより，１台の論理回
路の機能が喪失した場合でも，ＴＢＰ等の錯体の
急激な分解反応の検知機能を喪失しない設計とす
る。

－

－

－ － － －

－ － － －

重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）

設計方針

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
3.　重大事故時供給停止回路の基本方針
3.3　重大事故時供給停止回路及び関連設備の系
統設計方針
3.3.1　プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停
止に使用する設備
3.3.1.1　重大事故時供給停止回路

重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）

設計方針

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
3.　重大事故時供給停止回路の基本方針
3.3　重大事故時供給停止回路及び関連設備の系
統設計方針
3.3.1　プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停
止に使用する設備
3.3.1.1　重大事故時供給停止回路

－

20

　重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，プルトニウム濃縮缶へ供給液
を供給するプルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止するための重大事故
時供給液停止弁の閉信号を発することで，プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデ
オンを停止することにより，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防
止できる設計とする。

機能要求② ○重大事故時供給停止回路 設計方針

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
3.　重大事故時供給停止回路の基本方針
3.3　重大事故時供給停止回路及び関連設備の系
統設計方針
3.3.1　プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停
止に使用する設備
3.3.1.1　重大事故時供給停止回路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時供給停止回路の警報設定値，設備構成
及び設備仕様を説明する。

【3.1.1.1　重大事故時供給停止回路】
　重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，プル
トニウム濃縮缶へ供給液を供給するプルトニウム
濃縮缶供給槽ゲデオンを停止するための重大事故
時供給液停止弁の閉信号を発することで，プルト
ニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止することによ
り，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防
止できる設計とする。

－

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時供給停止回路の警報設定値，設備構成
及び設備仕様を説明する。

【3.1.1.1　重大事故時供給停止回路】
　重大事故時供給停止回路は，検出器又は論理回
路のいずれかにおいて故障を検知した場合に中央
制御室に故障警報を発すること又は運転員による
指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を
把握できる設計とする。

19
　重大事故時供給停止回路は，検出器又は論理回路のいずれかにおいて故
障を検知した場合に中央制御室に故障警報を発すること又は運転員による
指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を把握できる設計とする。

機能要求①

重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）

設計方針

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
3.　重大事故時供給停止回路の基本方針
3.3　重大事故時供給停止回路及び関連設備の系
統設計方針
3.3.1　プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停
止に使用する設備
3.3.1.1　重大事故時供給停止回路

21
　重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，作動状態の確認が可能な設計
とする。

設置要求

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時供給停止回路の警報設定値，設備構成
及び設備仕様を説明する。

【3.1.1.1　重大事故時供給停止回路】
　重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，作動
状態の確認が可能な設計とする。

－ － － －

－ － － －

22
　重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，中央制御室における緊急停止
系の操作によって１分以内にプルトニウム濃縮缶への供給液の供給を停止
できる設計とする。

設置要求
重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）

設計方針

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
3.　重大事故時供給停止回路の基本方針
3.3　重大事故時供給停止回路及び関連設備の系
統設計方針
3.3.1　プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停
止に使用する設備
3.3.1.1　重大事故時供給停止回路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時供給停止回路の警報設定値，設備構成
及び設備仕様を説明する。

【3.1.1.1　重大事故時供給停止回路】
　重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，中央
制御室における緊急停止系の操作によって１分以
内にプルトニウム濃縮缶への供給液の供給を停止
できる設計とする。

－ －

－

－ － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時供給停止回路）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

重大事故時供給停止回路 設計方針17
　プルトニウム濃縮缶液相部温度計の警報設定値は，熱的制限値を目安に
設定することにより，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を検知できる設計
とする。

機能要求②

18

　分解反応検知機器の論理回路は，１系列当たり十分な台数を設ける多重
化構成とし，プルトニウム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃縮缶気相部温度
計及びプルトニウム濃縮缶液相部温度計からの信号を分配して入力するこ
とにより，１台の論理回路の機能が喪失した場合でも，ＴＢＰ等の錯体の
急激な分解反応の検知機能を喪失しない設計とする。

設置要求
重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）

設計方針

重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）

設計方針

20

　重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，プルトニウム濃縮缶へ供給液
を供給するプルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止するための重大事故
時供給液停止弁の閉信号を発することで，プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデ
オンを停止することにより，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防
止できる設計とする。

機能要求② ○重大事故時供給停止回路 設計方針

19
　重大事故時供給停止回路は，検出器又は論理回路のいずれかにおいて故
障を検知した場合に中央制御室に故障警報を発すること又は運転員による
指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を把握できる設計とする。

機能要求①

重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）

設計方針21
　重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，作動状態の確認が可能な設計
とする。

設置要求

22
　重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，中央制御室における緊急停止
系の操作によって１分以内にプルトニウム濃縮缶への供給液の供給を停止
できる設計とする。

設置要求
重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）

設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

－ 重大事故時供給停止回路

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
3.　重大事故時供給停止回路の基本方針
3.3　重大事故時供給停止回路及び関連設備の系
統設計方針
3.3.1　プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停
止に使用する設備
3.3.1.1　重大事故時供給停止回路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時供給停止回路の警報設定値，設備構成
及び設備仕様を説明する。

【3.1.1.1　重大事故時供給停止回路】
　プルトニウム濃縮缶液相部温度計の警報設定値
は，熱的制限値を目安に設定することにより，Ｔ
ＢＰ等の錯体の急激な分解反応を検知できる設計
とする。

重大事故時供給停止回路

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
3.　重大事故時供給停止回路の基本方針
3.3　重大事故時供給停止回路及び関連設備の系
統設計方針
3.3.1　プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停
止に使用する設備
3.3.1.1　重大事故時供給停止回路

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故時供給停止回路の個数を説明する。

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時供給停止回路の警報設定値，設備構成
及び設備仕様を説明する。

【3.1.1.1　重大事故時供給停止回路】
　分解反応検知機器の論理回路は，１系列当たり
十分な台数を設ける多重化構成とし，プルトニウ
ム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃縮缶気相部温度
計及びプルトニウム濃縮缶液相部温度計からの信
号を分配して入力することにより，１台の論理回
路の機能が喪失した場合でも，ＴＢＰ等の錯体の
急激な分解反応の検知機能を喪失しない設計とす
る。

－ －
＜インターロッ
ク＞
・設定値

○

－ － －

－ － －

○

○

－

－

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
3.　重大事故時供給停止回路の基本方針
3.3　重大事故時供給停止回路及び関連設備の系
統設計方針
3.3.1　プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停
止に使用する設備
3.3.1.1　重大事故時供給停止回路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時供給停止回路の警報設定値，設備構成
及び設備仕様を説明する。

【3.1.1.1　重大事故時供給停止回路】
　重大事故時供給停止回路は，検出器又は論理回
路のいずれかにおいて故障を検知した場合に中央
制御室に故障警報を発すること又は運転員による
指示値の確認を行うことにより，速やかに異常を
把握できる設計とする。

－ －

重大事故時供給停止回路

－ ○重大事故時供給停止回路

－ 重大事故時供給停止回路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時供給停止回路の警報設定値，設備構成
及び設備仕様を説明する。

【3.1.1.1　重大事故時供給停止回路】
　重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，プル
トニウム濃縮缶へ供給液を供給するプルトニウム
濃縮缶供給槽ゲデオンを停止するための重大事故
時供給液停止弁の閉信号を発することで，プルト
ニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止することによ
り，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防
止できる設計とする。

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
3.　重大事故時供給停止回路の基本方針
3.3　重大事故時供給停止回路及び関連設備の系
統設計方針
3.3.1　プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停
止に使用する設備
3.3.1.1　重大事故時供給停止回路

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時供給停止回路の警報設定値，設備構成
及び設備仕様を説明する。

【3.1.1.1　重大事故時供給停止回路】
　重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，作動
状態の確認が可能な設計とする。

－ － －

＜インターロッ
ク＞
・検出器の種類
・設定値
・起動に要する
信号の個数
（重大事故時供
給停止回路とと
もに記載する）

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
3.　重大事故時供給停止回路の基本方針
3.3　重大事故時供給停止回路及び関連設備の系
統設計方針
3.3.1　プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停
止に使用する設備
3.3.1.1　重大事故時供給停止回路

○

○

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時供給停止回路の警報設定値，設備構成
及び設備仕様を説明する。

【3.1.1.1　重大事故時供給停止回路】
　重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，中央
制御室における緊急停止系の操作によって１分以
内にプルトニウム濃縮缶への供給液の供給を停止
できる設計とする。

重大事故時供給停止回路 － － －

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
3.　重大事故時供給停止回路の基本方針
3.3　重大事故時供給停止回路及び関連設備の系
統設計方針
3.3.1　プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停
止に使用する設備
3.3.1.1　重大事故時供給停止回路

○ －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時供給停止回路）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

23

　重大事故時供給停止回路は，共通要因によってプルトニウム濃縮缶加熱
蒸気温度高による加熱停止回路と同時にその機能が損なわれるおそれがな
いよう，加熱停止回路とは異なるプルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停
止するための重大事故時供給液停止弁の閉止回路とすることで，プルトニ
ウム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路に対して多様性を有する設
計とする。

機能要求①
重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

－ － － －

－

24
　重大事故時供給停止回路は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏え
い，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等
により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

機能要求①
重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

－ － － －

－

25
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
3.　重大事故時供給停止回路の基本方針
3.2　基本設計方針

【3.2　基本設計方針】
　関連する工程を停止すること等については，保
安規定に定めて，管理する。

－ － － －

－

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.3　重大事故時供給停止回路
(2)　多様性，位置的分散等

【8.3.2.3　重大事故時供給停止回路　(2)　多様
性，位置的分散等】
　重大事故時供給停止回路は，共通要因によって
プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停
止回路と同時にその機能が損なわれるおそれがな
いよう，加熱停止回路とは異なるプルトニウム濃
縮缶供給槽ゲデオンを停止するための重大事故時
供給液停止弁の閉止回路とすることで，プルトニ
ウム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路に
対して多様性を有する設計とする。
　重大事故時供給停止回路は，自然現象，人為事
象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛
散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等
により重大事故等に対処するための機能を損なわ
ない設計とする。

－

【8.3.2.3　重大事故時供給停止回路　(4)　悪影
響防止】
　重大事故時供給停止回路は，他の設備から独立
して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪
影響を及ぼさない設計とする。

－ － － －
重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）

設計方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.3　重大事故時供給停止回路
(4)　悪影響防止

26
　重大事故時供給停止回路は，他の設備から独立して単独で使用可能なこ
とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時供給停止回路）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

23

　重大事故時供給停止回路は，共通要因によってプルトニウム濃縮缶加熱
蒸気温度高による加熱停止回路と同時にその機能が損なわれるおそれがな
いよう，加熱停止回路とは異なるプルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停
止するための重大事故時供給液停止弁の閉止回路とすることで，プルトニ
ウム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路に対して多様性を有する設
計とする。

機能要求①
重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

24
　重大事故時供給停止回路は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏え
い，火災及び内部発生飛散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等
により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

機能要求①
重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

25
　関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）

設計方針（悪影響防
止）

26
　重大事故時供給停止回路は，他の設備から独立して単独で使用可能なこ
とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 重大事故時供給停止回路 － － －

○ － 重大事故時供給停止回路 － － －

○ － 施設共通　基本設計方針 － － －

Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備に関する説明書
3.　重大事故時供給停止回路の基本方針
3.2　基本設計方針

【3.2　基本設計方針】
　関連する工程を停止すること等については，保
安規定に定めて，管理する。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.3　重大事故時供給停止回路
(2)　多様性，位置的分散等

【8.3.2.3　重大事故時供給停止回路　(2)　多様
性，位置的分散等】
　重大事故時供給停止回路は，共通要因によって
プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停
止回路と同時にその機能が損なわれるおそれがな
いよう，加熱停止回路とは異なるプルトニウム濃
縮缶供給槽ゲデオンを停止するための重大事故時
供給液停止弁の閉止回路とすることで，プルトニ
ウム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路に
対して多様性を有する設計とする。
　重大事故時供給停止回路は，自然現象，人為事
象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛
散物に対して修理の対応，関連する工程の停止等
により重大事故等に対処するための機能を損なわ
ない設計とする。

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.3　重大事故時供給停止回路
(4)　悪影響防止

【8.3.2.3　重大事故時供給停止回路　(4)　悪影
響防止】
　重大事故時供給停止回路は，他の設備から独立
して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪
影響を及ぼさない設計とする。

○ － 重大事故時供給停止回路 － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時供給停止回路）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

30
　重大事故時供給停止回路は，配管の全周破断に対して，適切な材質とす
ることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶
媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）

設計方針（環境条件
等）

31
　重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，想定される重大事故等が発生
した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作可能な設
計とする。

設置要求
重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）

設計方針（環境条件
等）

27
　重大事故時供給停止回路は，プルトニウム濃縮缶に対し１系列で構成
し，火災又は爆発が発生した場合において火災又は爆発を収束させること
ができる設計とする。

機能要求①

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.3　重大事故時供給停止回路
(3)　個数及び容量

－ － － －
重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）

○重大事故時供給停止回路

設計方針（個数及び容
量）

設計方針（個数及び容
量）

29
　重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により瞬
間的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても機能を損なわない設計と
する。

冒頭宣言 重大事故時供給停止回路
設計方針（環境条件
等）

28

　重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し
た場合に，重大事故時供給液停止弁に対して閉信号を，廃ガス貯留設備に
対して起動信号を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機器で
ある分解反応検知機器の単一故障を考慮した数量を有する設計とする。

設置要求
機能要求②

－ －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.3　重大事故時供給停止回路
(3)　個数及び容量

－ － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.3　重大事故時供給停止回路
(5)　環境条件等

【8.3.2.3　重大事故時供給停止回路　(5)　環境
条件等】
　重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯体の
急激な分解反応により瞬間的に上昇する温度及び
圧力の影響を考慮しても機能を損なわない設計と
する。
　重大事故時供給停止回路は，配管の全周破断に
対して，適切な材質とすることにより，漏えいし
た放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶
媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。
　重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，想定
される重大事故等が発生した場合においても操作
に支障がないように，中央制御室で操作可能な設
計とする。

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故時供給停止回路の個数を説明する。

【8.3.2.3　重大事故時供給停止回路　(3)　個数
及び容量】
　重大事故時供給停止回路は，プルトニウム濃縮
缶に対し１系列で構成し，火災又は爆発が発生し
た場合において火災又は爆発を収束させることが
できる設計とする。

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故時供給停止回路の個数を説明する。

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時供給停止回路の警報設定値，設備構成
及び設備仕様を説明する。

【8.3.2.3　重大事故時供給停止回路　(3)　個数
及び容量】
　重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯体の
急激な分解反応が発生した場合に，重大事故時供
給液停止弁に対して閉信号を，廃ガス貯留設備に
対して起動信号を発するよう警報設定値を設定す
るとともに，動的機器である分解反応検知機器の
単一故障を考慮した数量を有する設計とする。

－

－

32
　重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，中央制御室において緊急停止
操作スイッチを押下することで作動する設計とし，ＴＢＰ等の錯体の急激
な分解反応の発生の判定後１分以内に操作できる設計とする。

機能要求① － － － －
重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）

設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.3　重大事故時供給停止回路
(6)　操作性の確保

－

【8.3.2.3　重大事故時供給停止回路　(6)　操作
性の確保】
　重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，中央
制御室において緊急停止操作スイッチを押下する
ことで作動する設計とし，ＴＢＰ等の錯体の急激
な分解反応の発生の判定後１分以内に操作できる
設計とする。

－ － － － －

－

－ －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時供給停止回路）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

30
　重大事故時供給停止回路は，配管の全周破断に対して，適切な材質とす
ることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶
媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）

設計方針（環境条件
等）

31
　重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，想定される重大事故等が発生
した場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操作可能な設
計とする。

設置要求
重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）

設計方針（環境条件
等）

27
　重大事故時供給停止回路は，プルトニウム濃縮缶に対し１系列で構成
し，火災又は爆発が発生した場合において火災又は爆発を収束させること
ができる設計とする。

機能要求①
重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）

○重大事故時供給停止回路

設計方針（個数及び容
量）

設計方針（個数及び容
量）

29
　重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により瞬
間的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても機能を損なわない設計と
する。

冒頭宣言 重大事故時供給停止回路
設計方針（環境条件
等）

28

　重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し
た場合に，重大事故時供給液停止弁に対して閉信号を，廃ガス貯留設備に
対して起動信号を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機器で
ある分解反応検知機器の単一故障を考慮した数量を有する設計とする。

設置要求
機能要求②

32
　重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，中央制御室において緊急停止
操作スイッチを押下することで作動する設計とし，ＴＢＰ等の錯体の急激
な分解反応の発生の判定後１分以内に操作できる設計とする。

機能要求①
重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）

設計方針（操作性の確
保）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 重大事故時供給停止回路 － － －

○ － 重大事故時供給停止回路 － － －

－ －

＜インターロッ
ク＞
・設定値

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.3　重大事故時供給停止回路
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故時供給停止回路の個数を説明する。

【8.3.2.3　重大事故時供給停止回路　(3)　個数
及び容量】
　重大事故時供給停止回路は，プルトニウム濃縮
缶に対し１系列で構成し，火災又は爆発が発生し
た場合において火災又は爆発を収束させることが
できる設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3.3　安全保護回路
3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に関
する設計

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.3　重大事故時供給停止回路
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故時供給停止回路の個数を説明する。

【3.3.2　重大事故等対処設備の安全保護回路に
関する設計】
重大事故時供給停止回路の警報設定値，設備構成
及び設備仕様を説明する。

【8.3.2.3　重大事故時供給停止回路　(3)　個数
及び容量】
　重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯体の
急激な分解反応が発生した場合に，重大事故時供
給液停止弁に対して閉信号を，廃ガス貯留設備に
対して起動信号を発するよう警報設定値を設定す
るとともに，動的機器である分解反応検知機器の
単一故障を考慮した数量を有する設計とする。

－

重大事故時供給停止回路

○重大事故時供給停止回路

－ －

－ －

○

○

－

－ －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.3　重大事故時供給停止回路
(6)　操作性の確保

【8.3.2.3　重大事故時供給停止回路　(6)　操作
性の確保】
　重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，中央
制御室において緊急停止操作スイッチを押下する
ことで作動する設計とし，ＴＢＰ等の錯体の急激
な分解反応の発生の判定後１分以内に操作できる
設計とする。

○ － 重大事故時供給停止回路 －

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.3　重大事故時供給停止回路
(5)　環境条件等

【8.3.2.3　重大事故時供給停止回路　(5)　環境
条件等】
　重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯体の
急激な分解反応により瞬間的に上昇する温度及び
圧力の影響を考慮しても機能を損なわない設計と
する。
　重大事故時供給停止回路は，配管の全周破断に
対して，適切な材質とすることにより，漏えいし
た放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶
媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。
　重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，想定
される重大事故等が発生した場合においても操作
に支障がないように，中央制御室で操作可能な設
計とする。

－ －○ － 重大事故時供給停止回路
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時供給停止回路）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

33
　重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，通常時において，重大事故等
に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能確認等が可
能な設計とする。

機能要求①
重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）

設計方針（試験・検
査）

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.3　重大事故時供給停止回路
(7)　試験・検査

【8.3.2.3　重大事故時供給停止回路　(7)　試
験・検査】
　重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，通常
時において，重大事故等に対処するために必要な
機能を確認するため，外観点検，性能確認等が可
能な設計とする。

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時供給停止回路）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

33
　重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，通常時において，重大事故等
に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検，性能確認等が可
能な設計とする。

機能要求①
重大事故時供給停止回路
（許可文中、第6.2.4-1表（1）、第6.2.4-1図）

設計方針（試験・検
査）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

Ⅵ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
8.　系統施設毎の設計上の考慮
8.3　計測制御系統施設
8.3.2　安全保護回路
8.3.2.3　重大事故時供給停止回路
(7)　試験・検査

【8.3.2.3　重大事故時供給停止回路　(7)　試
験・検査】
　重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，通常
時において，重大事故等に対処するために必要な
機能を確認するため，外観点検，性能確認等が可
能な設計とする。

○ － 重大事故時供給停止回路 － － －
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第42条：使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十二条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第２章　個別項目
1.使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計に係る共通的な設計方針
については，第1章　共通項目の「1.　核燃料物質の臨界防止」，「2.
地盤」，「3.　自然現象等」，「4.　閉じ込めの機能」，「5.　火災等
による損傷の防止」，「6.　再処理施設内における溢水による損傷の防
止」，「7.　再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防
止」，「8.　遮蔽」及び「9.　設備に対する要求」に基づくものとす
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － － － －

2

1.2　使用済燃料の貯蔵施設
　使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料貯蔵設備１系列（一部２系列）
で構成する。

1.2.1　使用済燃料貯蔵設備
　使用済燃料貯蔵設備は，燃料移送設備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設
備，プール水浄化・冷却設備，補給水設備，代替注水設備，スプレイ設
備，漏えい抑制設備，臨界防止設備及び監視設備で構成する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － － － －

3

1.2.1.6　代替注水設備
　プール水冷却系若しくはその他再処理設備の附属施設の冷却水設備の
安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）の冷却機能が
喪失し，又は補給水設備の注水機能が喪失し，燃料取出し設備の燃料仮
置きピット，燃料貯蔵設備の燃料貯蔵プール及び燃料送出し設備の燃料
送出しピット（以下「燃料貯蔵プール等」という。）の水位が低下した
場合，又は燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因に
より燃料貯蔵プール等の水位が低下した場合において，燃料貯蔵プール
等内の使用済燃料を冷却し，及び放射線を遮蔽するために必要な重大事
故等対処設備として代替注水設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針
Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
2.基本方針

【Ⅵ-1-2-2　2.基本方針】
　プール水冷却系若しくはその他再処理設備の
附属施設の冷却水設備の安全冷却水系（使用済
燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）の冷却機能
が喪失し，又は補給水設備の注水機能が喪失
し，燃料取出し設備の燃料仮置きピット，燃料
貯蔵設備の燃料貯蔵プール及び燃料送出し設備
の燃料送出しピット（以下「燃料貯蔵プール
等」という。）の水位が低下した場合，又は燃
料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいその
他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が低下
した場合において，燃料貯蔵プール等内の使用
済燃料を冷却し，及び放射線を遮蔽するために
必要な重大事故等対処設備として代替注水設備
を設ける設計とする。

－ － － － －

5

　燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵
プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール
等の水位が低下した場合の重大事故等対処設備として，代替注水設備の
他，代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車及
び運搬車，水供給設備の第１貯水槽，補機駆動用燃料供給設備の第１軽
油貯槽，第２軽油貯槽及び軽油用タンクローリ並びに計測制御設備の可
搬型代替注水設備流量計を使用する設計とする。なお，計測制御設備の
詳細については，第2章　個別項目の「4.1　計測制御設備」に，補機駆
動用燃料補給設備の詳細については，第2章　個別項目の「7.1.1　電気
設備」の「7.1.1.11　補機駆動用燃料補給設備」に，代替安全冷却水系
の詳細については，第2章　個別項目の「7.2.2　冷却水設備」の
「7.2.2.3　代替安全冷却水系」に，水供給設備の詳細については，第2
章　個別項目の「7.3　その他主要な事項」の「7.3.8　水供給設備」に
示す。

冒頭宣言 基本方針 － － － － － － － －

　代替注水設備は，可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋外ホース及び可
搬型建屋内ホースで構成する。
　また，設計基準対象の施設と兼用する燃料取出し設備の燃料取出し
ピット及び燃料仮置きピット，燃料移送設備の燃料移送水路，燃料貯蔵
設備の燃料貯蔵プール及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン取
扱ピット並びに燃料送出し設備の燃料送出しピットを常設重大事故等対
処設備として位置付け，燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪
失し，又は燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因に
より燃料貯蔵プール等の水位が低下した場合において，燃料貯蔵プール
等へ注水し水位を維持することにより，使用済燃料を冷却し，及び放射
線を遮蔽できる設計とする。

4

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書】
　代替注水設備の系統構成や設備仕様を説明す
る。

【Ⅵ-1-2-2　3.1.1.1　代替注水設備】
　代替注水設備は，可搬型中型移送ポンプ，可
搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホースで構
成する。
　また，設計基準対象の施設と兼用する燃料取
出し設備の燃料取出しピット及び燃料仮置き
ピット，燃料移送設備の燃料移送水路，燃料貯
蔵設備の燃料貯蔵プール及びチャンネルボック
ス・バーナブルポイズン取扱ピット並びに燃料
送出し設備の燃料送出しピットを常設重大事故
等対処設備として位置付け，燃料貯蔵プール等
の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯
蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他の
要因により燃料貯蔵プール等の水位が低下した
場合において，燃料貯蔵プール等へ注水し水位
を維持することにより，使用済燃料を冷却し，
及び放射線を遮蔽できる設計とする。

【Ⅵ-1-5-2-5-2　2. 基本方針】
　技術基準規則第42条第１項に基づき，燃料貯
蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し、
又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他
の要因により当該燃料貯蔵プール等の水位が低
下した場合において，代替注水設備により，燃
料貯蔵プール等に貯蔵されている使用済燃料の
損傷のおそれがある事故である想定事故１及び
想定事故２に係る有効性評価（再処理事業指定
申請書添付書類八）において有効性が確認され
ている燃料貯蔵プール等の蒸発量を上回る注水
を行うことで，燃料貯蔵プール等の水位を維持
し，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料を冷却で
きる設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
3.　燃料貯蔵プール等の冷却等のための設備
3.1　燃料貯蔵プール等の冷却機能若しくは注水
機能の喪失時，又は燃料貯蔵プール等の小規模
漏えい発生時に使用する設備
3.1.1　燃料貯蔵プール等への注水に使用する設
備
3.1.1.1　代替注水設備

Ⅵ-1-5-2-5-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却能力に
関する説明書
2. 基本方針

Ⅵ-2-3　系統図
・代替注水設備

Ⅵ-2-4　配置図
・代替注水設備

基本方針(設備構成)
設計方針

評価（使用済燃料の冷
却）

代替注水設備
　可搬型中型移送ポンプ
　可搬型建屋外ホース
　可搬型建屋内ホース
　燃料取出しピット
　燃料仮置きピット
　燃料移送水路
　燃料貯蔵プール（BWR燃料用）,（PWR燃料
用）,（BWR燃料及びPWR燃料用）
　チャンネルボックス・バーナブルポイズン取
扱ピット（チャンネルボックス用）
　チャンネルボックス・バーナブルポイズン取
扱ピット（バーナブルポイズン用）
　チャンネルボックス・バーナブルポイズン取
扱ピット（チャンネルボックス及びバーナブル
ポイズン用）
　燃料送出しピット

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

機能要求②
評価要求

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十二条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）

別紙２

1

第２章　個別項目
1.使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計に係る共通的な設計方針
については，第1章　共通項目の「1.　核燃料物質の臨界防止」，「2.
地盤」，「3.　自然現象等」，「4.　閉じ込めの機能」，「5.　火災等
による損傷の防止」，「6.　再処理施設内における溢水による損傷の防
止」，「7.　再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防
止」，「8.　遮蔽」及び「9.　設備に対する要求」に基づくものとす
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

2

1.2　使用済燃料の貯蔵施設
　使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料貯蔵設備１系列（一部２系列）
で構成する。

1.2.1　使用済燃料貯蔵設備
　使用済燃料貯蔵設備は，燃料移送設備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設
備，プール水浄化・冷却設備，補給水設備，代替注水設備，スプレイ設
備，漏えい抑制設備，臨界防止設備及び監視設備で構成する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

3

1.2.1.6　代替注水設備
　プール水冷却系若しくはその他再処理設備の附属施設の冷却水設備の
安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）の冷却機能が
喪失し，又は補給水設備の注水機能が喪失し，燃料取出し設備の燃料仮
置きピット，燃料貯蔵設備の燃料貯蔵プール及び燃料送出し設備の燃料
送出しピット（以下「燃料貯蔵プール等」という。）の水位が低下した
場合，又は燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因に
より燃料貯蔵プール等の水位が低下した場合において，燃料貯蔵プール
等内の使用済燃料を冷却し，及び放射線を遮蔽するために必要な重大事
故等対処設備として代替注水設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

5

　燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵
プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール
等の水位が低下した場合の重大事故等対処設備として，代替注水設備の
他，代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車及
び運搬車，水供給設備の第１貯水槽，補機駆動用燃料供給設備の第１軽
油貯槽，第２軽油貯槽及び軽油用タンクローリ並びに計測制御設備の可
搬型代替注水設備流量計を使用する設計とする。なお，計測制御設備の
詳細については，第2章　個別項目の「4.1　計測制御設備」に，補機駆
動用燃料補給設備の詳細については，第2章　個別項目の「7.1.1　電気
設備」の「7.1.1.11　補機駆動用燃料補給設備」に，代替安全冷却水系
の詳細については，第2章　個別項目の「7.2.2　冷却水設備」の
「7.2.2.3　代替安全冷却水系」に，水供給設備の詳細については，第2
章　個別項目の「7.3　その他主要な事項」の「7.3.8　水供給設備」に
示す。

冒頭宣言 基本方針 －

　代替注水設備は，可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋外ホース及び可
搬型建屋内ホースで構成する。
　また，設計基準対象の施設と兼用する燃料取出し設備の燃料取出し
ピット及び燃料仮置きピット，燃料移送設備の燃料移送水路，燃料貯蔵
設備の燃料貯蔵プール及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン取
扱ピット並びに燃料送出し設備の燃料送出しピットを常設重大事故等対
処設備として位置付け，燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪
失し，又は燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因に
より燃料貯蔵プール等の水位が低下した場合において，燃料貯蔵プール
等へ注水し水位を維持することにより，使用済燃料を冷却し，及び放射
線を遮蔽できる設計とする。

4

基本方針(設備構成)
設計方針

評価（使用済燃料の冷
却）

代替注水設備
　可搬型中型移送ポンプ
　可搬型建屋外ホース
　可搬型建屋内ホース
　燃料取出しピット
　燃料仮置きピット
　燃料移送水路
　燃料貯蔵プール（BWR燃料用）,（PWR燃料
用）,（BWR燃料及びPWR燃料用）
　チャンネルボックス・バーナブルポイズン取
扱ピット（チャンネルボックス用）
　チャンネルボックス・バーナブルポイズン取
扱ピット（バーナブルポイズン用）
　チャンネルボックス・バーナブルポイズン取
扱ピット（チャンネルボックス及びバーナブル
ポイズン用）
　燃料送出しピット

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

機能要求②
評価要求

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○ 基本方針 － － － － － －

○ 基本方針 － － － － － －

○ 基本方針 － － － －
Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
2.基本方針

【Ⅵ-1-2-2　2.基本方針】
　プール水冷却系若しくはその他再処理設備の
附属施設の冷却水設備の安全冷却水系（使用済
燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）の冷却機能
が喪失し，又は補給水設備の注水機能が喪失
し，燃料取出し設備の燃料仮置きピット，燃料
貯蔵設備の燃料貯蔵プール及び燃料送出し設備
の燃料送出しピット（以下「燃料貯蔵プール
等」という。）の水位が低下した場合，又は燃
料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいその
他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が低下
した場合において，燃料貯蔵プール等内の使用
済燃料を冷却し，及び放射線を遮蔽するために
必要な重大事故等対処設備として代替注水設備
を設ける設計とする。

－ － － － － － － －

第２回

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書】
　代替注水設備の系統構成や設備仕様を説明す
る。

【Ⅵ-1-2-2　3.1.1.1　代替注水設備】
　代替注水設備は，可搬型中型移送ポンプ，可
搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホースで構
成する。
　また，設計基準対象の施設と兼用する燃料取
出し設備の燃料取出しピット及び燃料仮置き
ピット，燃料移送設備の燃料移送水路，燃料貯
蔵設備の燃料貯蔵プール及びチャンネルボック
ス・バーナブルポイズン取扱ピット並びに燃料
送出し設備の燃料送出しピットを常設重大事故
等対処設備として位置付け，燃料貯蔵プール等
の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯
蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他の
要因により燃料貯蔵プール等の水位が低下した
場合において，燃料貯蔵プール等へ注水し水位
を維持することにより，使用済燃料を冷却し，
及び放射線を遮蔽できる設計とする。

【Ⅵ-1-5-2-5-2　2. 基本方針】
　技術基準規則第42条第１項に基づき，燃料貯
蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し、
又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他
の要因により当該燃料貯蔵プール等の水位が低
下した場合において，代替注水設備により，燃
料貯蔵プール等に貯蔵されている使用済燃料の
損傷のおそれがある事故である想定事故１及び
想定事故２に係る有効性評価（再処理事業指定
申請書添付書類八）において有効性が確認され
ている燃料貯蔵プール等の蒸発量を上回る注水
を行うことで，燃料貯蔵プール等の水位を維持
し，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料を冷却で
きる設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
3.　燃料貯蔵プール等の冷却等のための設備
3.1　燃料貯蔵プール等の冷却機能若しくは注水
機能の喪失時，又は燃料貯蔵プール等の小規模
漏えい発生時に使用する設備
3.1.1　燃料貯蔵プール等への注水に使用する設
備
3.1.1.1　代替注水設備

Ⅵ-1-5-2-5-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却能力に
関する説明書
2. 基本方針

Ⅵ-2-3　系統図
・代替注水設備

Ⅵ-2-4　配置図
・代替注水設備

＜ポンプ＞
・容量
・吐出圧力
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・主要寸法
・主要材料
・個数
・原動機
・取付箇所

＜主配管＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径
・厚さ
・主要材料
・個数
・取付箇所

－－－

代替注水設備
　可搬型中型移送ポンプ
　可搬型建屋外ホース
　可搬型建屋内ホース
　燃料取出しピット
　燃料仮置きピット
　燃料移送水路
　燃料貯蔵プール（BWR燃料用）,（PWR燃料
用）,（BWR燃料及びPWR燃料用）
　チャンネルボックス・バーナブルポイズン取
扱ピット（チャンネルボックス用）
　チャンネルボックス・バーナブルポイズン取
扱ピット（バーナブルポイズン用）
　チャンネルボックス・バーナブルポイズン取
扱ピット（チャンネルボックス及びバーナブル
ポイズン用）
　燃料送出しピット

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

○

889



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十二条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

6

　代替注水設備は，燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失
し，又は燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因によ
り燃料貯蔵プール等の水位が低下した場合において，可搬型中型移送ポ
ンプ，可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホースを接続し，水供給設
備の第１貯水槽から燃料貯蔵プール等へ水を供給するための経路を構築
することで，燃料貯蔵プール等へ注水しプール水位を維持できる設計と
する。

機能要求①
代替注水設備
（許可文中、第3-5表(1)、第3-14図）

基本方針(設備構成)

Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
3.　燃料貯蔵プール等の冷却等のための設備
3.1　燃料貯蔵プール等の冷却機能若しくは注水
機能の喪失時，又は燃料貯蔵プール等の小規模
漏えい発生時に使用する設備
3.1.1　燃料貯蔵プール等への注水に使用する設
備
3.1.1.1　代替注水設備

【Ⅵ-1-2-2　3.1.1.1　代替注水設備】
　代替注水設備は，燃料貯蔵プール等の冷却機
能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール
等からの小規模な水の漏えいその他の要因によ
り燃料貯蔵プール等の水位が低下した場合にお
いて，可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋外
ホース及び可搬型建屋内ホースを接続し，水供
給設備の第１貯水槽から燃料貯蔵プール等へ水
を供給するための経路を構築することで，燃料
貯蔵プール等へ注水しプール水位を維持できる
設計とする。

7
　重大事故等における条件に対して代替注水設備の常設重大事故等対処
設備は，想定される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿
度，放射線及び荷重に対する健全性を確保する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等)

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.1　代替注水設備
(5)　環境条件等

【Ⅵ-1-1-4　(5)　環境条件等】
重大事故等における条件に対して代替注水設備
の常設重大事故等対処設備は，想定される重大
事故等が発生した場合における温度，圧力，湿
度，放射線及び荷重に対する健全性を確保する
設計とする。

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十二条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

6

　代替注水設備は，燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失
し，又は燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因によ
り燃料貯蔵プール等の水位が低下した場合において，可搬型中型移送ポ
ンプ，可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホースを接続し，水供給設
備の第１貯水槽から燃料貯蔵プール等へ水を供給するための経路を構築
することで，燃料貯蔵プール等へ注水しプール水位を維持できる設計と
する。

機能要求①
代替注水設備
（許可文中、第3-5表(1)、第3-14図）

基本方針(設備構成)

7
　重大事故等における条件に対して代替注水設備の常設重大事故等対処
設備は，想定される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿
度，放射線及び荷重に対する健全性を確保する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ 代替注水設備 － － － －

Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
3.　燃料貯蔵プール等の冷却等のための設備
3.1　燃料貯蔵プール等の冷却機能若しくは注水
機能の喪失時，又は燃料貯蔵プール等の小規模
漏えい発生時に使用する設備
3.1.1　燃料貯蔵プール等への注水に使用する設
備
3.1.1.1　代替注水設備

【Ⅵ-1-2-2　3.1.1.1　代替注水設備】
　代替注水設備は，燃料貯蔵プール等の冷却機
能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール
等からの小規模な水の漏えいその他の要因によ
り燃料貯蔵プール等の水位が低下した場合にお
いて，可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋外
ホース及び可搬型建屋内ホースを接続し，水供
給設備の第１貯水槽から燃料貯蔵プール等へ水
を供給するための経路を構築することで，燃料
貯蔵プール等へ注水しプール水位を維持できる
設計とする。

○ 基本方針 － － － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.1　代替注水設備
(5)　環境条件等

【Ⅵ-1-1-4　(5)　環境条件等】
重大事故等における条件に対して代替注水設備
の常設重大事故等対処設備は，想定される重大
事故等が発生した場合における温度，圧力，湿
度，放射線及び荷重に対する健全性を確保する
設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十二条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

8

　代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，共通要因によって補給水設
備と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，電気駆動である補
給水設備のポンプとは異なる駆動方式である空冷式のディーゼルエンジ
ンにより駆動し，必要な燃料は，補機駆動用燃料補給設備から補給が可
能な設計とすることで，補給水設備に対して多様性を有する設計とす
る。

機能要求①
代替注水設備
（許可文中、第3-5表(1)、第3-14図）

設計方針(多様性、位置
的分散等)

－ － － － －

9

　代替注水設備の可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によって補給
水設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時バッ
クアップを含めて必要な数量を補給水設備が設置される建屋から100ｍ以
上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して保管すること
で位置的分散を図る設計とする。

設置要求
代替注水設備
（許可文中、第3-5表(1)、第3-14図）

設計方針(多様性、位置
的分散等)

－ － － － －

10
　代替注水設備の常設重大事故等対処設備は，安全機能を有する施設と
して使用する場合と同様に重大事故等対処設備として使用することによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 代替注水設備の常設重大事故等対処設備 設計方針(悪影響防止) － － － － －

11
　代替注水設備の可搬型重大事故等対処設備は，他の設備から独立して
単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。

機能要求①
代替注水設備の可搬型重大事故等対処設備
（許可文中、第3-5表(1)、第3-14図）

設計方針(悪影響防止) － － － － －

12
　代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，回転体が飛散することを防
ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
代替注水設備の可搬型重大事故等対処設備
（許可文中、第3-5表(1)、第3-14図）

設計方針(悪影響防止) － － － － －

13
　屋外に保管する代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，竜巻により
飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措置をとることで他の設備
に悪影響を及ぼさない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置） 設計方針(悪影響防止) － － － － －

14

　代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，燃料貯蔵プール等へ注水す
るために必要な注水流量を有する設計とするとともに，保有数は，必要
数並びに予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバックアッ
プを含め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
代替注水設備
　可搬型中型移送ポンプ

設計方針(個数及び容
量)

－ － － － －

15

　代替注水設備の可搬型重大事故等対処設備は，プール水冷却系及び安
全冷却水系の冷却機能並びに補給水設備の注水機能の喪失を想定し，そ
の範囲が系統で機能喪失する燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失に対
処することから，当該系統の範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設
備を１セット確保する設計とする。

機能要求②

代替注水設備
　可搬型中型移送ポンプ
　可搬型建屋外ホース
　可搬型建屋内ホース

設計方針(個数及び容
量)

－ － － － －

【Ⅵ-1-1-4　(3)　個数及び容量】
　代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，燃
料貯蔵プール等へ注水するために必要な注水流
量を有する設計とするとともに，保有数は，必
要数として1台，予備として故障時及び保守点検
による待機除外時のバックアップを2台の合計3
台を確保する設計とする。
　代替注水設備の可搬型重大事故等対処設備
は，プール水冷却系及び安全冷却水系の冷却機
能並びに補給水設備の注水機能の喪失を想定
し，その範囲が系統で機能喪失する燃料貯蔵
プール等の冷却等の機能喪失に対処することか
ら，当該系統の範囲ごとに重大事故等への対処
に必要な設備を１セット確保する設計とする。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.1　代替注水設備
(3)　個数及び容量

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.1　代替注水設備
(2)　多様性，位置的分散等

【Ⅵ-1-1-4　(2)　多様性，位置的分散等】
　代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，共
通要因によって補給水設備と同時にその機能が
損なわれるおそれがないよう，電気駆動である
補給水設備のポンプとは異なる駆動方式である
空冷式のディーゼルエンジンにより駆動し，必
要な燃料は，補機駆動用燃料補給設備から補給
が可能な設計とすることで，補給水設備に対し
て多様性を有する設計とする。
　代替注水設備の可搬型重大事故等対処設備
は，共通要因によって補給水設備と同時にその
機能が損なわれるおそれがないように，故障時
バックアップを含めて必要な数量を補給水設備
が設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確
保した複数の外部保管エリアに分散して保管す
ることで位置的分散を図る設計とする。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.1　代替注水設備
(4)　悪影響防止

【Ⅵ-1-1-4　(4)　悪影響防止】
　代替注水設備の常設重大事故等対処設備は，
安全機能を有する施設として使用する場合と同
様に重大事故等対処設備として使用することに
より，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。
　代替注水設備の可搬型重大事故等対処設備
は，他の設備から独立して単独で使用可能なこ
とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
とする。
　代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，回
転体が飛散することを防ぐことで他の設備に悪
影響を及ぼさない設計とする。
　屋外に保管する代替注水設備の可搬型中型移
送ポンプは，竜巻により飛来物とならないよう
必要に応じて固縛等の措置をとることで他の設
備に悪影響を及ぼさない設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十二条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

8

　代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，共通要因によって補給水設
備と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，電気駆動である補
給水設備のポンプとは異なる駆動方式である空冷式のディーゼルエンジ
ンにより駆動し，必要な燃料は，補機駆動用燃料補給設備から補給が可
能な設計とすることで，補給水設備に対して多様性を有する設計とす
る。

機能要求①
代替注水設備
（許可文中、第3-5表(1)、第3-14図）

設計方針(多様性、位置
的分散等)

9

　代替注水設備の可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によって補給
水設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時バッ
クアップを含めて必要な数量を補給水設備が設置される建屋から100ｍ以
上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して保管すること
で位置的分散を図る設計とする。

設置要求
代替注水設備
（許可文中、第3-5表(1)、第3-14図）

設計方針(多様性、位置
的分散等)

10
　代替注水設備の常設重大事故等対処設備は，安全機能を有する施設と
して使用する場合と同様に重大事故等対処設備として使用することによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 代替注水設備の常設重大事故等対処設備 設計方針(悪影響防止)

11
　代替注水設備の可搬型重大事故等対処設備は，他の設備から独立して
単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。

機能要求①
代替注水設備の可搬型重大事故等対処設備
（許可文中、第3-5表(1)、第3-14図）

設計方針(悪影響防止)

12
　代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，回転体が飛散することを防
ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
代替注水設備の可搬型重大事故等対処設備
（許可文中、第3-5表(1)、第3-14図）

設計方針(悪影響防止)

13
　屋外に保管する代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，竜巻により
飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措置をとることで他の設備
に悪影響を及ぼさない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置） 設計方針(悪影響防止)

14

　代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，燃料貯蔵プール等へ注水す
るために必要な注水流量を有する設計とするとともに，保有数は，必要
数並びに予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバックアッ
プを含め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
代替注水設備
　可搬型中型移送ポンプ

設計方針(個数及び容
量)

15

　代替注水設備の可搬型重大事故等対処設備は，プール水冷却系及び安
全冷却水系の冷却機能並びに補給水設備の注水機能の喪失を想定し，そ
の範囲が系統で機能喪失する燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失に対
処することから，当該系統の範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設
備を１セット確保する設計とする。

機能要求②

代替注水設備
　可搬型中型移送ポンプ
　可搬型建屋外ホース
　可搬型建屋内ホース

設計方針(個数及び容
量)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ 代替注水設備 － － － －

○ 代替注水設備 － － － －

○ 代替注水設備の常設重大事故等対処設備 － － － －

○ 代替注水設備の可搬型重大事故等対処設備 － － － －

○ 代替注水設備の可搬型重大事故等対処設備 － － － －

○ 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置） － － － －

○
代替注水設備
　可搬型中型移送ポンプ

－ － －
＜ポンプ＞
・容量

○

代替注水設備
　可搬型中型移送ポンプ
　可搬型建屋外ホース
　可搬型建屋内ホース

－ － －
＜主配管＞
・個数

【Ⅵ-1-1-4　(2)　多様性，位置的分散等】
　代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，共
通要因によって補給水設備と同時にその機能が
損なわれるおそれがないよう，電気駆動である
補給水設備のポンプとは異なる駆動方式である
空冷式のディーゼルエンジンにより駆動し，必
要な燃料は，補機駆動用燃料補給設備から補給
が可能な設計とすることで，補給水設備に対し
て多様性を有する設計とする。
　代替注水設備の可搬型重大事故等対処設備
は，共通要因によって補給水設備と同時にその
機能が損なわれるおそれがないように，故障時
バックアップを含めて必要な数量を補給水設備
が設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確
保した複数の外部保管エリアに分散して保管す
ることで位置的分散を図る設計とする。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.1　代替注水設備
(2)　多様性，位置的分散等

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.1　代替注水設備
(4)　悪影響防止

【Ⅵ-1-1-4　(4)　悪影響防止】
　代替注水設備の常設重大事故等対処設備は，
安全機能を有する施設として使用する場合と同
様に重大事故等対処設備として使用することに
より，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。
　代替注水設備の可搬型重大事故等対処設備
は，他の設備から独立して単独で使用可能なこ
とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
とする。
　代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，回
転体が飛散することを防ぐことで他の設備に悪
影響を及ぼさない設計とする。
　屋外に保管する代替注水設備の可搬型中型移
送ポンプは，竜巻により飛来物とならないよう
必要に応じて固縛等の措置をとることで他の設
備に悪影響を及ぼさない設計とする。

【Ⅵ-1-1-4　(3)　個数及び容量】
　代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，燃
料貯蔵プール等へ注水するために必要な注水流
量を有する設計とするとともに，保有数は，必
要数として1台，予備として故障時及び保守点検
による待機除外時のバックアップを2台の合計3
台を確保する設計とする。
　代替注水設備の可搬型重大事故等対処設備
は，プール水冷却系及び安全冷却水系の冷却機
能並びに補給水設備の注水機能の喪失を想定
し，その範囲が系統で機能喪失する燃料貯蔵
プール等の冷却等の機能喪失に対処することか
ら，当該系統の範囲ごとに重大事故等への対処
に必要な設備を１セット確保する設計とする。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.1　代替注水設備
(3)　個数及び容量
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十二条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

16
　代替注水設備の常設重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損
傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等に
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 代替注水設備の常設重大事故等対処設備 基本方針(環境条件等) － － － － －

17
　代替注水設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿
度，環境圧力及び放射線を考慮しても重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等) － － － － －

18
　屋外に保管する代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，風（台風）
及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，当該設
備の転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置） 基本方針(環境条件等) － － － － －

19

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる代替注水設備は，第1章
共通項目の「9.2　重大事故等対処設備」の「9.2.6　地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等) － － － － －

20

　代替注水設備の可搬型重大事故等対処設備は，内部発生飛散物の影響
を考慮し，外部保管エリアの内部発生飛散物の影響を受けない場所に保
管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等) － － － － －

21
　代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，想定される重大事故等が発
生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそ
れの少ない屋外で操作可能な設計とする。

設置要求
代替注水設備
（許可文中、第3-5表(1)、第3-14図）

設計方針(環境条件等) － － － － －

22
　代替注水設備の接続口は，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が
できるよう，ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じた簡便
なコネクタ接続方式を用いる設計とする。

機能要求①
代替注水設備
（許可文中、第3-5表(1)、第3-14図）

設計方針(操作性の確
保)

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.1　代替注水設備
(6)　操作性の確保

【Ⅵ-1-1-4　(6)　操作性の確保】
　代替注水設備の接続口は，速やかに，容易か
つ確実に現場での接続ができるよう，ホースは
口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じた簡
便なコネクタ接続方式を用いる設計とする。

－ － － － －

23

　代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，通常時において，重大事故
等に対処するために必要な機能を確認するため，機能の確認，性能の確
認及び外観の確認が可能な設計とする。
　また，当該機能を健全に維持するため，取替え等が可能な設計とす
る。

機能要求①
代替注水設備
（許可文中、第3-5表(1)、第3-14図）

設計方針(試験・検査
性)

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.1　代替注水設備
(7)　試験・検査

【Ⅵ-1-1-4　(7)　試験・検査】
　代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，通
常時において，重大事故等に対処するために必
要な機能を確認するため，機能の確認，性能の
確認及び外観の確認が可能な設計とする。
　また，当該機能を健全に維持するため，取替
え等が可能な設計とする。

－ － － － －

24

1.2.1.7　スプレイ設備
　燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯
蔵プール等の水位が異常に低下した場合において，燃料貯蔵プール等内
の使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し，及び放射性物質又は放射線
の大気中への著しい放出による影響を緩和するために必要な重大事故等
対処設備としてスプレイ設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針
Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
2.基本方針

【Ⅵ-1-2-2　2.基本方針】
　燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいそ
の他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が異
常に低下した場合において，燃料貯蔵プール等
内の使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し，
及び放射性物質又は放射線の大気中への著しい
放出による影響を緩和するために必要な重大事
故等対処設備としてスプレイ設備を設ける設計
とする。

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.1　代替注水設備
(5)　環境条件等

【Ⅵ-1-1-4　(5)　環境条件等】
　代替注水設備の常設重大事故等対処設備は，
外部からの衝撃による損傷を防止できる使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等
により重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。
　代替注水設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋内の環境温度，環境湿度，環境圧力及び放射
線を考慮しても「4.　環境条件等」に基づく設
計とすることで重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。
　屋外に保管する代替注水設備の可搬型中型移
送ポンプは，風（台風）及び竜巻に対して，風
（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，当該
設備の転倒防止，固縛等の措置を講じて保管す
る設計とする。
　地震を要因として発生した場合に対処に用い
る代替注水設備は，「6.　地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とすることで重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。
　代替注水設備の可搬型重大事故等対処設備
は，「4.　環境条件等」に基づく設計とするこ
とで内部発生飛散物の影響を考慮し，外部保管
エリアの内部発生飛散物の影響を受けない場所
に保管することにより，重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。
　屋外に保管する代替注水設備の可搬型中型移
送ポンプは，積雪及び火山の影響に対して，積
雪に対しては除雪する手順を，火山の影響（降
下火砕物による積載荷重）に対しては除灰及び
屋内へ配備する手順を整備する。
　代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，想
定される重大事故等が発生した場合においても
操作に支障がないように，線量率の高くなるお
それの少ない屋外で操作可能な設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十二条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

16
　代替注水設備の常設重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損
傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等に
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 代替注水設備の常設重大事故等対処設備 基本方針(環境条件等)

17
　代替注水設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿
度，環境圧力及び放射線を考慮しても重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等)

18
　屋外に保管する代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，風（台風）
及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，当該設
備の転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置） 基本方針(環境条件等)

19

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる代替注水設備は，第1章
共通項目の「9.2　重大事故等対処設備」の「9.2.6　地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等)

20

　代替注水設備の可搬型重大事故等対処設備は，内部発生飛散物の影響
を考慮し，外部保管エリアの内部発生飛散物の影響を受けない場所に保
管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等)

21
　代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，想定される重大事故等が発
生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそ
れの少ない屋外で操作可能な設計とする。

設置要求
代替注水設備
（許可文中、第3-5表(1)、第3-14図）

設計方針(環境条件等)

22
　代替注水設備の接続口は，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が
できるよう，ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じた簡便
なコネクタ接続方式を用いる設計とする。

機能要求①
代替注水設備
（許可文中、第3-5表(1)、第3-14図）

設計方針(操作性の確
保)

23

　代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，通常時において，重大事故
等に対処するために必要な機能を確認するため，機能の確認，性能の確
認及び外観の確認が可能な設計とする。
　また，当該機能を健全に維持するため，取替え等が可能な設計とす
る。

機能要求①
代替注水設備
（許可文中、第3-5表(1)、第3-14図）

設計方針(試験・検査
性)

24

1.2.1.7　スプレイ設備
　燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯
蔵プール等の水位が異常に低下した場合において，燃料貯蔵プール等内
の使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し，及び放射性物質又は放射線
の大気中への著しい放出による影響を緩和するために必要な重大事故等
対処設備としてスプレイ設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ 代替注水設備の常設重大事故等対処設備 － － － －

○ 基本方針 － － － －

○ 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置） － － － －

○ 基本方針 － － － －

○ 基本方針 － － － －

○ 代替注水設備 － － － －

○ 代替注水設備 － － － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.1　代替注水設備
(6)　操作性の確保

【Ⅵ-1-1-4　(6)　操作性の確保】
　代替注水設備の接続口は，速やかに，容易か
つ確実に現場での接続ができるよう，ホースは
口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じた簡
便なコネクタ接続方式を用いる設計とする。

○ 代替注水設備 － － － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.1　代替注水設備
(7)　試験・検査

【Ⅵ-1-1-4　(7)　試験・検査】
　代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，通
常時において，重大事故等に対処するために必
要な機能を確認するため，機能の確認，性能の
確認及び外観の確認が可能な設計とする。
　また，当該機能を健全に維持するため，取替
え等が可能な設計とする。

○ 基本方針 － － － －
Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
2.基本方針

【Ⅵ-1-2-2　2.基本方針】
　燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいそ
の他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が異
常に低下した場合において，燃料貯蔵プール等
内の使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し，
及び放射性物質又は放射線の大気中への著しい
放出による影響を緩和するために必要な重大事
故等対処設備としてスプレイ設備を設ける設計
とする。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.1　代替注水設備
(5)　環境条件等

【Ⅵ-1-1-4　(5)　環境条件等】
　代替注水設備の常設重大事故等対処設備は，
外部からの衝撃による損傷を防止できる使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等
により重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。
　代替注水設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋内の環境温度，環境湿度，環境圧力及び放射
線を考慮しても「4.　環境条件等」に基づく設
計とすることで重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。
　屋外に保管する代替注水設備の可搬型中型移
送ポンプは，風（台風）及び竜巻に対して，風
（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，当該
設備の転倒防止，固縛等の措置を講じて保管す
る設計とする。
　地震を要因として発生した場合に対処に用い
る代替注水設備は，「6.　地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とすることで重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。
　代替注水設備の可搬型重大事故等対処設備
は，「4.　環境条件等」に基づく設計とするこ
とで内部発生飛散物の影響を考慮し，外部保管
エリアの内部発生飛散物の影響を受けない場所
に保管することにより，重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。
　屋外に保管する代替注水設備の可搬型中型移
送ポンプは，積雪及び火山の影響に対して，積
雪に対しては除雪する手順を，火山の影響（降
下火砕物による積載荷重）に対しては除灰及び
屋内へ配備する手順を整備する。
　代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，想
定される重大事故等が発生した場合においても
操作に支障がないように，線量率の高くなるお
それの少ない屋外で操作可能な設計とする。
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基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

26

　燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯
蔵プール等の水位が異常に低下した場合の重大事故等対処設備として，
スプレイ設備の他，代替安全冷却水系のホース展張車及び運搬車，注水
設備の大型移送ポンプ車及び可搬型建屋外ホース，水供給設備の第１貯
水槽，補機駆動用燃料補給設備の第１軽油貯槽，第２軽油貯槽及び軽油
用タンクローリ並びに計測制御設備の可搬型スプレイ設備流量計を使用
する設計とする。なお，計測制御設備の詳細については，第2章　個別項
目の「4.1　計測制御設備」に，補機駆動用燃料補給設備の詳細について
は，第2章　個別項目の「7.1.1　電気設備」の「7.1.1.11　補機駆動用
燃料補給設備」に，代替安全冷却水系の一部であるホース展張車及び運
搬車，代替安全冷却水系の詳細については，第2章　個別項目の「7.2.2
冷却水設備」の「7.2.2.3　代替安全冷却水系」に，注水設備の詳細につ
いては，第2章　個別項目の「7.3.7　放出抑制設備」の「7.3.7.2　注水
設備」に，水供給設備の詳細については，第2章　個別項目の「7.3　そ
の他主要な事項」の「7.3.8　水供給設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 － － － － － － － －

27

　スプレイ設備は，燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の
要因により燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合において，注
水設備の大型移送ポンプ車，注水設備の可搬型建屋外ホース，可搬型建
屋内ホース及び可搬型スプレイヘッダを接続し，水供給設備の第１貯水
槽から燃料貯蔵プール等へ水をスプレイするための経路を構築すること
で，燃料仮置きピット，燃料貯蔵プール及び燃料送出しピット内の使用
済燃料へ水をスプレイできる設計とする。

機能要求①
スプレイ設備
（許可文中、第3-6表(1)、第3-15図）

基本方針(設備構成)

Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
3.　燃料貯蔵プール等の冷却等のための設備
3.2　燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい
発生時に使用する設備
3.2.1　燃料貯蔵プール等への水のスプレイに使
用する設備
3.2.1.1　スプレイ設備

【Ⅵ-1-2-2　3.2.1.1　スプレイ設備】
　スプレイ設備は，燃料貯蔵プール等からの大
量の水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵
プール等の水位が異常に低下した場合におい
て，注水設備の大型移送ポンプ車，注水設備の
可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース及び
可搬型スプレイヘッダを接続し，水供給設備の
第１貯水槽から燃料貯蔵プール等へ水をスプレ
イするための経路を構築することで，燃料仮置
きピット，燃料貯蔵プール及び燃料送出しピッ
ト内の使用済燃料へ水をスプレイできる設計と
する。

－ － － － －

28

　スプレイ設備は，共通要因によって補給水設備と同時にその機能が損
なわれるおそれがないように，故障時バックアップを含めて必要な数量
を補給水設備が設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した複数
の外部保管エリアに分散して保管することで位置的分散を図る設計とす
る。

設置要求
スプレイ設備
（許可文中、第3-6表(1)、第3-15図）

設計方針(多様性、位置
的分散等)

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.2　スプレイ設備
(2)　多様性，位置的分散等

【Ⅵ-1-1-4　(2)　多様性，位置的分散等】
　スプレイ設備は，共通要因によって補給水設
備と同時にその機能が損なわれるおそれがない
ように，故障時バックアップを含めて必要な数
量を補給水設備が設置される建屋から100ｍ以上
の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに
分散して保管することで位置的分散を図る設計
とする。

－ － － － －

29
　スプレイ設備は，他の設備から独立して単独で使用可能なことによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
スプレイ設備
（許可文中、第3-6表(1)、第3-15図）

設計方針(悪影響防止) － － － － －

30
　屋外に保管するスプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，竜巻により
飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措置をとることで他の設備
に悪影響を及ぼさない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置） 設計方針(悪影響防止) － － － － －

31

　スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，燃料仮置きピット，燃料貯
蔵プール及び燃料送出しピット内の使用済燃料へ水をスプレイするため
に，注水設備の大型移送ポンプ車からの送水により必要なスプレイ流量
を有する設計とするとともに，保有数は，必要数及び予備として故障時
のバックアップを含め十分な基数を確保する設計とする。

機能要求②
スプレイ設備
　可搬型スプレイヘッダ

設計方針(個数及び容
量)

－ － － － －

32

　スプレイ設備は，プール水冷却系及び安全冷却水系の冷却機能並びに
補給水設備の注水機能の喪失を想定し，その範囲が系統で機能喪失する
燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失に対処することから，当該系統の
範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計と
する。

機能要求②
スプレイ設備
　可搬型スプレイヘッダ
　可搬型建屋内ホース

設計方針(個数及び容
量)

－ － － － －

【Ⅵ-1-1-4　(4)　悪影響防止】
　スプレイ設備は，他の設備から独立して単独
で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を
及ぼさない設計とする。
　屋外に保管するスプレイ設備の可搬型スプレ
イヘッダは，竜巻により飛来物とならないよう
必要に応じて固縛等の措置をとることで他の設
備に悪影響を及ぼさない設計とする。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.2　スプレイ設備
(4)　悪影響防止

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.2　スプレイ設備
(3)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-4　(3)　個数及び容量】
　スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，燃
料貯蔵プール等内の使用済燃料へ水をスプレイ
するために，注水設備の大型移送ポンプ車から
の送水により必要なスプレイ流量を有する設計
とするとともに，保有数は，必要数として12
基，予備として故障時のバックアップを12基の
合計24基を確保する設計とする。
　スプレイ設備は，プール水冷却系及び安全冷
却水系の冷却機能並びに補給水設備の注水機能
の喪失を想定し，その範囲が系統で機能喪失す
る燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失に対処
することから，当該系統の範囲ごとに重大事故
等への対処に必要な設備を１セット確保する設
計とする。

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書】
・スプレイ設備の系統構成や設備仕様を説明す
る。

【Ⅵ-1-2-2　3.2.1.1　スプレイ設備】
　スプレイ設備は，可搬型建屋内ホース及び可
搬型スプレイヘッダで構成し，燃料貯蔵プール
等からの大量の水の漏えいその他の要因により
燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合
において，燃料仮置きピット，燃料貯蔵プール
及び燃料送出しピット内の使用済燃料へ水をス
プレイすることにより，使用済燃料の著しい損
傷の進行を緩和し，及び放射性物質又は放射線
の大気中への著しい放出による影響を緩和でき
る設計とする。

【Ⅵ-1-5-2-5-2　2.基本方針】
　技術基準規則第42条第２項に基づき，燃料貯
蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要
因により当該燃料貯蔵プール等の水位が異常に
低下した場合において，スプレイ設備により，
燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の熱負荷（崩
壊熱）による蒸発量を上回る量の水を燃料貯蔵
プール等内の使用済燃料に向けてスプレイする
ことで，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の著
しい損傷の進行を緩和できる設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
3.　燃料貯蔵プール等の冷却等のための設備
3.2　燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい
発生時に使用する設備
3.2.1　燃料貯蔵プール等への水のスプレイに使
用する設備
3.2.1.1　スプレイ設備

Ⅵ-1-5-2-5-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却能力に
関する説明書
2. 基本方針

Ⅵ-2-3　系統図
・スプレイ設備

Ⅵ-2-4　配置図
・スプレイ設備

－ － － － －
機能要求②
設置要求
評価要求

　スプレイ設備は，可搬型建屋内ホース及び可搬型スプレイヘッダで構
成し，燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃
料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合において，燃料仮置きピッ
ト，燃料貯蔵プール及び燃料送出しピット内の使用済燃料へ水をスプレ
イすることにより，使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し，及び放射
性物質又は放射線の大気中への著しい放出による影響を緩和できる設計
とする。

25

基本方針(設備構成)
設計方針

評価（使用済燃料の冷
却）

スプレイ設備
　可搬型建屋内ホース
　可搬型スプレイヘッダ

代替注水設備
　燃料仮置きピット
　燃料貯蔵プール（BWR燃料用）,（PWR燃料
用）,（BWR燃料及びPWR燃料用）
　燃料送出しピット

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

26

　燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃料貯
蔵プール等の水位が異常に低下した場合の重大事故等対処設備として，
スプレイ設備の他，代替安全冷却水系のホース展張車及び運搬車，注水
設備の大型移送ポンプ車及び可搬型建屋外ホース，水供給設備の第１貯
水槽，補機駆動用燃料補給設備の第１軽油貯槽，第２軽油貯槽及び軽油
用タンクローリ並びに計測制御設備の可搬型スプレイ設備流量計を使用
する設計とする。なお，計測制御設備の詳細については，第2章　個別項
目の「4.1　計測制御設備」に，補機駆動用燃料補給設備の詳細について
は，第2章　個別項目の「7.1.1　電気設備」の「7.1.1.11　補機駆動用
燃料補給設備」に，代替安全冷却水系の一部であるホース展張車及び運
搬車，代替安全冷却水系の詳細については，第2章　個別項目の「7.2.2
冷却水設備」の「7.2.2.3　代替安全冷却水系」に，注水設備の詳細につ
いては，第2章　個別項目の「7.3.7　放出抑制設備」の「7.3.7.2　注水
設備」に，水供給設備の詳細については，第2章　個別項目の「7.3　そ
の他主要な事項」の「7.3.8　水供給設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 －

27

　スプレイ設備は，燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の
要因により燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合において，注
水設備の大型移送ポンプ車，注水設備の可搬型建屋外ホース，可搬型建
屋内ホース及び可搬型スプレイヘッダを接続し，水供給設備の第１貯水
槽から燃料貯蔵プール等へ水をスプレイするための経路を構築すること
で，燃料仮置きピット，燃料貯蔵プール及び燃料送出しピット内の使用
済燃料へ水をスプレイできる設計とする。

機能要求①
スプレイ設備
（許可文中、第3-6表(1)、第3-15図）

基本方針(設備構成)

28

　スプレイ設備は，共通要因によって補給水設備と同時にその機能が損
なわれるおそれがないように，故障時バックアップを含めて必要な数量
を補給水設備が設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した複数
の外部保管エリアに分散して保管することで位置的分散を図る設計とす
る。

設置要求
スプレイ設備
（許可文中、第3-6表(1)、第3-15図）

設計方針(多様性、位置
的分散等)

29
　スプレイ設備は，他の設備から独立して単独で使用可能なことによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
スプレイ設備
（許可文中、第3-6表(1)、第3-15図）

設計方針(悪影響防止)

30
　屋外に保管するスプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，竜巻により
飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措置をとることで他の設備
に悪影響を及ぼさない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置） 設計方針(悪影響防止)

31

　スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，燃料仮置きピット，燃料貯
蔵プール及び燃料送出しピット内の使用済燃料へ水をスプレイするため
に，注水設備の大型移送ポンプ車からの送水により必要なスプレイ流量
を有する設計とするとともに，保有数は，必要数及び予備として故障時
のバックアップを含め十分な基数を確保する設計とする。

機能要求②
スプレイ設備
　可搬型スプレイヘッダ

設計方針(個数及び容
量)

32

　スプレイ設備は，プール水冷却系及び安全冷却水系の冷却機能並びに
補給水設備の注水機能の喪失を想定し，その範囲が系統で機能喪失する
燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失に対処することから，当該系統の
範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計と
する。

機能要求②
スプレイ設備
　可搬型スプレイヘッダ
　可搬型建屋内ホース

設計方針(個数及び容
量)

機能要求②
設置要求
評価要求

　スプレイ設備は，可搬型建屋内ホース及び可搬型スプレイヘッダで構
成し，燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃
料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合において，燃料仮置きピッ
ト，燃料貯蔵プール及び燃料送出しピット内の使用済燃料へ水をスプレ
イすることにより，使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し，及び放射
性物質又は放射線の大気中への著しい放出による影響を緩和できる設計
とする。

25

基本方針(設備構成)
設計方針

評価（使用済燃料の冷
却）

スプレイ設備
　可搬型建屋内ホース
　可搬型スプレイヘッダ

代替注水設備
　燃料仮置きピット
　燃料貯蔵プール（BWR燃料用）,（PWR燃料
用）,（BWR燃料及びPWR燃料用）
　燃料送出しピット

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － － － － － － －

○ スプレイ設備 － － － －

Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
3.　燃料貯蔵プール等の冷却等のための設備
3.2　燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい
発生時に使用する設備
3.2.1　燃料貯蔵プール等への水のスプレイに使
用する設備
3.2.1.1　スプレイ設備

【Ⅵ-1-2-2　3.2.1.1　スプレイ設備】
　スプレイ設備は，燃料貯蔵プール等からの大
量の水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵
プール等の水位が異常に低下した場合におい
て，注水設備の大型移送ポンプ車，注水設備の
可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース及び
可搬型スプレイヘッダを接続し，水供給設備の
第１貯水槽から燃料貯蔵プール等へ水をスプレ
イするための経路を構築することで，燃料仮置
きピット，燃料貯蔵プール及び燃料送出しピッ
ト内の使用済燃料へ水をスプレイできる設計と
する。

○ スプレイ設備 － － － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.2　スプレイ設備
(2)　多様性，位置的分散等

【Ⅵ-1-1-4　(2)　多様性，位置的分散等】
　スプレイ設備は，共通要因によって補給水設
備と同時にその機能が損なわれるおそれがない
ように，故障時バックアップを含めて必要な数
量を補給水設備が設置される建屋から100ｍ以上
の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに
分散して保管することで位置的分散を図る設計
とする。

○ スプレイ設備 － － － －

○ 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置） － － － －

○
スプレイ設備
　可搬型スプレイヘッダ

－ － －
＜主配管＞
・個数

○
スプレイ設備
　可搬型スプレイヘッダ
　可搬型建屋内ホース

－ － －
＜主配管＞
・個数

【Ⅵ-1-1-4　(4)　悪影響防止】
　スプレイ設備は，他の設備から独立して単独
で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を
及ぼさない設計とする。
　屋外に保管するスプレイ設備の可搬型スプレ
イヘッダは，竜巻により飛来物とならないよう
必要に応じて固縛等の措置をとることで他の設
備に悪影響を及ぼさない設計とする。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.2　スプレイ設備
(4)　悪影響防止

【Ⅵ-1-1-4　(3)　個数及び容量】
　スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，燃
料貯蔵プール等内の使用済燃料へ水をスプレイ
するために，注水設備の大型移送ポンプ車から
の送水により必要なスプレイ流量を有する設計
とするとともに，保有数は，必要数として12
基，予備として故障時のバックアップを12基の
合計24基を確保する設計とする。
　スプレイ設備は，プール水冷却系及び安全冷
却水系の冷却機能並びに補給水設備の注水機能
の喪失を想定し，その範囲が系統で機能喪失す
る燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失に対処
することから，当該系統の範囲ごとに重大事故
等への対処に必要な設備を１セット確保する設
計とする。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.2　スプレイ設備
(3)　個数及び容量

－－－

【機能要求②】
スプレイ設備
　可搬型建屋内ホース
　可搬型スプレイヘッダ

○

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書】
・スプレイ設備の系統構成や設備仕様を説明す
る。

【Ⅵ-1-2-2　3.2.1.1　スプレイ設備】
　スプレイ設備は，可搬型建屋内ホース及び可
搬型スプレイヘッダで構成し，燃料貯蔵プール
等からの大量の水の漏えいその他の要因により
燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合
において，燃料仮置きピット，燃料貯蔵プール
及び燃料送出しピット内の使用済燃料へ水をス
プレイすることにより，使用済燃料の著しい損
傷の進行を緩和し，及び放射性物質又は放射線
の大気中への著しい放出による影響を緩和でき
る設計とする。

【Ⅵ-1-5-2-5-2　2.基本方針】
　技術基準規則第42条第２項に基づき，燃料貯
蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要
因により当該燃料貯蔵プール等の水位が異常に
低下した場合において，スプレイ設備により，
燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の熱負荷（崩
壊熱）による蒸発量を上回る量の水を燃料貯蔵
プール等内の使用済燃料に向けてスプレイする
ことで，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の著
しい損傷の進行を緩和できる設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
3.　燃料貯蔵プール等の冷却等のための設備
3.2　燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい
発生時に使用する設備
3.2.1　燃料貯蔵プール等への水のスプレイに使
用する設備
3.2.1.1　スプレイ設備

Ⅵ-1-5-2-5-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却能力に
関する説明書
2. 基本方針

Ⅵ-2-3　系統図
・スプレイ設備

Ⅵ-2-4　配置図
・スプレイ設備

＜主配管＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径
・厚さ
・主要材料
・個数
・取付箇所
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十二条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

33
　スプレイ設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿
度，環境圧力及び放射線を考慮しても重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

設置要求 基本方針 基本方針(環境条件等) － － － － －

34
　スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，汽水の影響を考慮して耐腐
食性材料を使用する設計とする。

機能要求①
スプレイ設備
（許可文中、第3-6表(1)、第3-15図）

基本方針(環境条件等) － － － － －

35

　屋外に保管するスプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，風（台風）
及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，収納す
るコンテナ等に対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計と
する。

運用要求 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置） 基本方針(環境条件等) － － － － －

36

　地震を要因として発生した場合に対処に用いるスプレイ設備は，第1章
共通項目の「9.2　重大事故等対処設備」の「9.2.6　地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等) － － － － －

37
　スプレイ設備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，外部保管エリアの
内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等) － － － － －

38

　スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，想定される重大事故等が発
生した場合においても操作に支障がないように，当該設備の設置後は，
線量率の高くなるおそれの少ない屋外で操作可能な注水設備の大型移送
ポンプ車の操作により水のスプレイが可能な設計とする。

設置要求
スプレイ設備
（許可文中、第3-6表(1)、第3-15図）

設計方針(環境条件等) － － － － －

39
　スプレイ設備の接続口は，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が
できるよう，ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じた簡便
なコネクタ接続方式を用いる設計とする。

機能要求①
スプレイ設備
（許可文中、第3-6表(1)、第3-15図）

設計方針(操作性の確
保)

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.2　スプレイ設備
(5)　操作性の確保

【Ⅵ-1-1-4　(5)　操作性の確保】
　スプレイ設備の接続口は，速やかに，容易か
つ確実に現場での接続ができるよう，ホースは
口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じた簡
便なコネクタ接続方式を用いる設計とする。

－ － － － －

40

　スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，通常時において，重大事故
等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検が可能な設計
とする。
　また、当該機能を健全に維持するため，取替え等が可能な設計とす
る。

機能要求①
スプレイ設備
（許可文中、第3-6表(1)、第3-15図）

設計方針(試験・検査
性)

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.2　スプレイ設備
(6)　試験・検査

【Ⅵ-1-1-4　(6)　試験・検査】
　スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，通
常時において，重大事故等に対処するために必
要な機能を確認するため，外観点検が可能な設
計とする。
　また、当該機能を健全に維持するため，取替
え等が可能な設計とする。

－ － － － －

41

1.2.1.8　漏えい抑制設備
　燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料
貯蔵プール等の水位が低下した場合において，燃料貯蔵プール等からの
水の漏えいを抑制するために必要な重大事故等対処設備として漏えい抑
制設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針
Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
2.基本方針

【Ⅵ-1-2-2　2.基本方針】
　燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えい
その他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が
低下した場合において，燃料貯蔵プール等から
の水の漏えいを抑制するために必要な重大事故
等対処設備として漏えい抑制設備を設ける設計
とする。

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.2　スプレイ設備
(5)　環境条件等

【Ⅵ-1-1-4　(5)　環境条件等】
　スプレイ設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋内の環境温度，環境湿度，環境圧力及び放射
線を考慮しても「4.　環境条件等」に基づく設
計とすることで重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。
スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，汽水
の影響を考慮して耐腐食性材料を使用する設計
とする。
屋外に保管するスプレイ設備の可搬型スプレイ
ヘッダは，風（台風）及び竜巻に対して，風
（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，収納
するコンテナ等に対して転倒防止，固縛等の措
置を講じて保管する設計とする。
地震を要因として発生した場合に対処に用いる
スプレイ設備は，「6.　地震を要因とする重大
事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計
とすることで重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。
屋外に保管するスプレイ設備の可搬型スプレイ
ヘッダは，コンテナ等に収納して保管し，積雪
及び火山の影響に対して，積雪に対しては除雪
する手順を，火山の影響（降下火砕物による積
載荷重）に対しては除灰する手順を整備する。
スプレイ設備は，「4.　環境条件等」に基づく
設計とすることで内部発生飛散物の影響を考慮
し，外部保管エリアの内部発生飛散物の影響を
受けない場所に保管することにより，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，想定
される重大事故等が発生した場合においても操
作に支障がないように，当該設備の設置後は，
線量率の高くなるおそれの少ない屋外で操作可
能な注水設備の大型移送ポンプ車の操作により
水のスプレイが可能な設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十二条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

33
　スプレイ設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿
度，環境圧力及び放射線を考慮しても重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

設置要求 基本方針 基本方針(環境条件等)

34
　スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，汽水の影響を考慮して耐腐
食性材料を使用する設計とする。

機能要求①
スプレイ設備
（許可文中、第3-6表(1)、第3-15図）

基本方針(環境条件等)

35

　屋外に保管するスプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，風（台風）
及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，収納す
るコンテナ等に対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計と
する。

運用要求 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置） 基本方針(環境条件等)

36

　地震を要因として発生した場合に対処に用いるスプレイ設備は，第1章
共通項目の「9.2　重大事故等対処設備」の「9.2.6　地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等)

37
　スプレイ設備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，外部保管エリアの
内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等)

38

　スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，想定される重大事故等が発
生した場合においても操作に支障がないように，当該設備の設置後は，
線量率の高くなるおそれの少ない屋外で操作可能な注水設備の大型移送
ポンプ車の操作により水のスプレイが可能な設計とする。

設置要求
スプレイ設備
（許可文中、第3-6表(1)、第3-15図）

設計方針(環境条件等)

39
　スプレイ設備の接続口は，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が
できるよう，ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じた簡便
なコネクタ接続方式を用いる設計とする。

機能要求①
スプレイ設備
（許可文中、第3-6表(1)、第3-15図）

設計方針(操作性の確
保)

40

　スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，通常時において，重大事故
等に対処するために必要な機能を確認するため，外観点検が可能な設計
とする。
　また、当該機能を健全に維持するため，取替え等が可能な設計とす
る。

機能要求①
スプレイ設備
（許可文中、第3-6表(1)、第3-15図）

設計方針(試験・検査
性)

41

1.2.1.8　漏えい抑制設備
　燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料
貯蔵プール等の水位が低下した場合において，燃料貯蔵プール等からの
水の漏えいを抑制するために必要な重大事故等対処設備として漏えい抑
制設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ 基本方針 － － － －

○ スプレイ設備 － － － －

○ 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置） － － － －

○ 基本方針 － － － －

○ 基本方針 － － － －

○ スプレイ設備 － － － －

○ スプレイ設備 － － － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.2　スプレイ設備
(5)　操作性の確保

【Ⅵ-1-1-4　(5)　操作性の確保】
　スプレイ設備の接続口は，速やかに，容易か
つ確実に現場での接続ができるよう，ホースは
口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じた簡
便なコネクタ接続方式を用いる設計とする。

○ スプレイ設備 － － － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.2　スプレイ設備
(6)　試験・検査

【Ⅵ-1-1-4　(6)　試験・検査】
　スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，通
常時において，重大事故等に対処するために必
要な機能を確認するため，外観点検が可能な設
計とする。
　また、当該機能を健全に維持するため，取替
え等が可能な設計とする。

○ 基本方針 － － － －
Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
2.基本方針

【Ⅵ-1-2-2　2.基本方針】
　燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えい
その他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が
低下した場合において，燃料貯蔵プール等から
の水の漏えいを抑制するために必要な重大事故
等対処設備として漏えい抑制設備を設ける設計
とする。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.2　スプレイ設備
(5)　環境条件等

【Ⅵ-1-1-4　(5)　環境条件等】
　スプレイ設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋内の環境温度，環境湿度，環境圧力及び放射
線を考慮しても「4.　環境条件等」に基づく設
計とすることで重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。
スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，汽水
の影響を考慮して耐腐食性材料を使用する設計
とする。
屋外に保管するスプレイ設備の可搬型スプレイ
ヘッダは，風（台風）及び竜巻に対して，風
（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，収納
するコンテナ等に対して転倒防止，固縛等の措
置を講じて保管する設計とする。
地震を要因として発生した場合に対処に用いる
スプレイ設備は，「6.　地震を要因とする重大
事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計
とすることで重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。
屋外に保管するスプレイ設備の可搬型スプレイ
ヘッダは，コンテナ等に収納して保管し，積雪
及び火山の影響に対して，積雪に対しては除雪
する手順を，火山の影響（降下火砕物による積
載荷重）に対しては除灰する手順を整備する。
スプレイ設備は，「4.　環境条件等」に基づく
設計とすることで内部発生飛散物の影響を考慮
し，外部保管エリアの内部発生飛散物の影響を
受けない場所に保管することにより，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，想定
される重大事故等が発生した場合においても操
作に支障がないように，当該設備の設置後は，
線量率の高くなるおそれの少ない屋外で操作可
能な注水設備の大型移送ポンプ車の操作により
水のスプレイが可能な設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十二条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

42
　漏えい抑制設備は，サイフォンブレーカ並びに設計基準対象の施設と
兼用する溢水防護設備の止水板及び蓋で構成し，燃料貯蔵プール等から
の水の漏えいその他の要因による水位の低下を抑制できる設計とする。

設置要求
機能要求①

漏えい抑制設備 基本方針(設備構成) － － － － －

43

　漏えい抑制設備のサイフォンブレーカは，プール水冷却系の配管の破
断によるサイフォン効果が発生した場合において，サイフォン効果を停
止することにより，燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいを抑制
できる設計とする。

機能要求②
評価要求

漏えい抑制設備
　サイフォンブレーカ（主配管（設計基準対象
の施設と兼用する配管（プール水冷却系）））

設計方針
評価（遮蔽水位の確

保）
－ － － － －

44
　漏えい抑制設備の止水板及び蓋は，地震によるスロッシングが発生し
た場合において，燃料貯蔵プール等からの溢水を抑制することにより，
燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいを抑制できる設計とする。

機能要求②
評価要求

漏えい抑制設備
　止水板
　蓋

設計方針
評価（遮蔽水位の確

保）
－ － － － －

45
　重大事故等における条件に対して漏えい抑制設備は，想定される重大
事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重に対
する健全性を確保する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等)

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.3　漏えい抑制設備
(4)　環境条件等

【Ⅵ-1-1-4　(4)　環境条件等】
　重大事故等における条件に対して漏えい抑制
設備は，想定される重大事故等が発生した場合
における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重に
対する健全性を確保する設計とする。

－ － － － －

46
　漏えい抑制設備のサイフォンブレーカは，他の設備から独立して単独
で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
漏えい抑制設備
（許可文中、第3-7表）

設計方針(悪影響防止) － － － － －

47
　漏えい抑制設備の止水板及び蓋は，安全機能を有する施設として使用
する場合と同様に重大事故等対処設備として使用することにより，他の
設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
漏えい抑制設備
（許可文中、第3-7表）

設計方針(悪影響防止) － － － － －

48
　漏えい抑制設備のサイフォンブレーカは，プール水冷却系の配管が破
断した際に発生を想定するサイフォン効果を停止するために必要な孔径
を有する設計とする。

機能要求②
漏えい抑制設備
　サイフォンブレーカ（主配管（設計基準対象
の施設と兼用する配管（プール水冷却系）））

設計方針(個数及び容
量)

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.3　漏えい抑制設備
(2)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-4　(2)　個数及び容量】
　漏えい抑制設備のサイフォンブレーカは，
プール水冷却系の配管が破断した際に発生を想
定するサイフォン効果を停止するために必要な
孔径を有する設計とする。

－ － － － －

49
　漏えい抑制設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境
湿度，環境圧力及び放射線を考慮しても重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等) － － － － －

50

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる漏えい抑制設備は，第1
章　共通項目の「9.2.6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐
震設計」に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等) － － － － －

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書】
・漏えい抑制設備の系統構成や設備仕様を説明
する。

【Ⅵ-1-2-2　3.1.2.1　漏えい抑制設備】
　漏えい抑制設備は，サイフォンブレーカ並び
に設計基準対象の施設と兼用する溢水防護設備
の止水板及び蓋で構成し，燃料貯蔵プール等か
らの水の漏えいその他の要因による水位の低下
を抑制できる設計とする。
　漏えい抑制設備のサイフォンブレーカは，
プール水冷却系の配管の破断によるサイフォン
効果が発生した場合において，サイフォン効果
を停止することにより，燃料貯蔵プール等から
の小規模な水の漏えいを抑制できる設計とす
る。
　漏えい抑制設備の止水板及び蓋は，地震によ
るスロッシングが発生した場合において，燃料
貯蔵プール等からの溢水を抑制することによ
り，燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏え
いを抑制できる設計とする。

【Ⅵ-1-5-2-5-3　2.基本方針】
技術基準規則第42条第１項に基づき，小規模な
水の漏えいその他の要因により，燃料貯蔵プー
ル等の水位が下した場合においても１作業あた
りの被ばく線量が6.7mSv/h以下となることを満
足するため，燃料貯蔵プール等の水位は，使用
済燃料からの放射線の遮蔽が維持される水位以
上を確保できる設計とする。
　また，燃料貯蔵プール等に接続するプール水
冷却系の配管には漏えい抑制設備のサイフォン
ブレーカを設置し，プール水冷却系の配管の破
断によるサイフォン効果が発生した場合におい
て，サイフォン効果を停止することにより，燃
料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいを抑
制できる設計とする。
　このため，サイフォン効果による燃料貯蔵
プール等からの小規模な水の漏えいがサイフォ
ンブレーカによって停止する水位が，使用済燃
料からの放射線の遮蔽が維持される水位以上を
確保できることを確認する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
3.　燃料貯蔵プール等の冷却等のための設備
3.1　燃料貯蔵プール等の冷却機能若しくは注水
機能の喪失時，又は燃料貯蔵プール等の小規模
漏えい発生時に使用する設備
3.1.2　燃料貯蔵プール等からの水の漏えい抑制
に使用する設備
3.1.2.1　漏えい抑制設備

Ⅵ-1-5-2-5-3 使用済燃料貯蔵槽の水深の遮蔽能
力に関する説明書
2.基本方針

Ⅵ-2-3　系統図
・漏えい抑制設備

Ⅵ-2-4　配置図
・漏えい抑制設備

Ⅵ-2-5　構造図
・漏えい抑制設備

【Ⅵ-1-1-4　(3)　悪影響防止】
　漏えい抑制設備のサイフォンブレーカは，他
の設備から独立して単独で使用可能なことによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。
　漏えい抑制設備の止水板及び蓋は，安全機能
を有する施設として使用する場合と同様に重大
事故等対処設備として使用することにより，他
の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.3　漏えい抑制設備
(3)　悪影響防止

【Ⅵ-1-1-4　(4)　環境条件等】
　漏えい抑制設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋内の環境温度，環境湿度，環境圧力及び放
射線を考慮しても「4.　環境条件等」に基づく
設計とすることで重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。
　地震を要因として発生した場合に対処に用い
る漏えい抑制設備は，「6.　地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく
設計とすることで重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。
　漏えい抑制設備は，外部からの衝撃による損
傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に
設置し 風（台風）等により重大事故等 の対

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.3　漏えい抑制設備
(4)　環境条件等
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十二条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

42
　漏えい抑制設備は，サイフォンブレーカ並びに設計基準対象の施設と
兼用する溢水防護設備の止水板及び蓋で構成し，燃料貯蔵プール等から
の水の漏えいその他の要因による水位の低下を抑制できる設計とする。

設置要求
機能要求①

漏えい抑制設備 基本方針(設備構成)

43

　漏えい抑制設備のサイフォンブレーカは，プール水冷却系の配管の破
断によるサイフォン効果が発生した場合において，サイフォン効果を停
止することにより，燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいを抑制
できる設計とする。

機能要求②
評価要求

漏えい抑制設備
　サイフォンブレーカ（主配管（設計基準対象
の施設と兼用する配管（プール水冷却系）））

設計方針
評価（遮蔽水位の確

保）

44
　漏えい抑制設備の止水板及び蓋は，地震によるスロッシングが発生し
た場合において，燃料貯蔵プール等からの溢水を抑制することにより，
燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいを抑制できる設計とする。

機能要求②
評価要求

漏えい抑制設備
　止水板
　蓋

設計方針
評価（遮蔽水位の確

保）

45
　重大事故等における条件に対して漏えい抑制設備は，想定される重大
事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重に対
する健全性を確保する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等)

46
　漏えい抑制設備のサイフォンブレーカは，他の設備から独立して単独
で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
漏えい抑制設備
（許可文中、第3-7表）

設計方針(悪影響防止)

47
　漏えい抑制設備の止水板及び蓋は，安全機能を有する施設として使用
する場合と同様に重大事故等対処設備として使用することにより，他の
設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
漏えい抑制設備
（許可文中、第3-7表）

設計方針(悪影響防止)

48
　漏えい抑制設備のサイフォンブレーカは，プール水冷却系の配管が破
断した際に発生を想定するサイフォン効果を停止するために必要な孔径
を有する設計とする。

機能要求②
漏えい抑制設備
　サイフォンブレーカ（主配管（設計基準対象
の施設と兼用する配管（プール水冷却系）））

設計方針(個数及び容
量)

49
　漏えい抑制設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境
湿度，環境圧力及び放射線を考慮しても重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等)

50

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる漏えい抑制設備は，第1
章　共通項目の「9.2.6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐
震設計」に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ 漏えい抑制設備 － － － －

○
漏えい抑制設備
　サイフォンブレーカ（主配管（設計基準対象
の施設と兼用する配管（プール水冷却系）））

－ － －

＜主配管＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径
・厚さ
・主要材料

○
漏えい抑制設備
　止水板
　蓋

－ － －

＜防水区画構造
物＞
・主要寸法
・主要材料

○ 基本方針 － － － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.3　漏えい抑制設備
(4)　環境条件等

【Ⅵ-1-1-4　(4)　環境条件等】
　重大事故等における条件に対して漏えい抑制
設備は，想定される重大事故等が発生した場合
における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重に
対する健全性を確保する設計とする。

○ 漏えい抑制設備 － － － －

○ 漏えい抑制設備 － － － －

○
漏えい抑制設備
　サイフォンブレーカ（主配管（設計基準対象
の施設と兼用する配管（プール水冷却系）））

－ － －
＜主配管＞
・主要寸法

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.3　漏えい抑制設備
(2)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-4　(2)　個数及び容量】
　漏えい抑制設備のサイフォンブレーカは，
プール水冷却系の配管が破断した際に発生を想
定するサイフォン効果を停止するために必要な
孔径を有する設計とする。

○ 基本方針 － － － －

○ 基本方針 － － － －

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書】
・漏えい抑制設備の系統構成や設備仕様を説明
する。

【Ⅵ-1-2-2　3.1.2.1　漏えい抑制設備】
　漏えい抑制設備は，サイフォンブレーカ並び
に設計基準対象の施設と兼用する溢水防護設備
の止水板及び蓋で構成し，燃料貯蔵プール等か
らの水の漏えいその他の要因による水位の低下
を抑制できる設計とする。
　漏えい抑制設備のサイフォンブレーカは，
プール水冷却系の配管の破断によるサイフォン
効果が発生した場合において，サイフォン効果
を停止することにより，燃料貯蔵プール等から
の小規模な水の漏えいを抑制できる設計とす
る。
　漏えい抑制設備の止水板及び蓋は，地震によ
るスロッシングが発生した場合において，燃料
貯蔵プール等からの溢水を抑制することによ
り，燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏え
いを抑制できる設計とする。

【Ⅵ-1-5-2-5-3　2.基本方針】
技術基準規則第42条第１項に基づき，小規模な
水の漏えいその他の要因により，燃料貯蔵プー
ル等の水位が下した場合においても１作業あた
りの被ばく線量が6.7mSv/h以下となることを満
足するため，燃料貯蔵プール等の水位は，使用
済燃料からの放射線の遮蔽が維持される水位以
上を確保できる設計とする。
　また，燃料貯蔵プール等に接続するプール水
冷却系の配管には漏えい抑制設備のサイフォン
ブレーカを設置し，プール水冷却系の配管の破
断によるサイフォン効果が発生した場合におい
て，サイフォン効果を停止することにより，燃
料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいを抑
制できる設計とする。
　このため，サイフォン効果による燃料貯蔵
プール等からの小規模な水の漏えいがサイフォ
ンブレーカによって停止する水位が，使用済燃
料からの放射線の遮蔽が維持される水位以上を
確保できることを確認する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
3.　燃料貯蔵プール等の冷却等のための設備
3.1　燃料貯蔵プール等の冷却機能若しくは注水
機能の喪失時，又は燃料貯蔵プール等の小規模
漏えい発生時に使用する設備
3.1.2　燃料貯蔵プール等からの水の漏えい抑制
に使用する設備
3.1.2.1　漏えい抑制設備

Ⅵ-1-5-2-5-3 使用済燃料貯蔵槽の水深の遮蔽能
力に関する説明書
2.基本方針

Ⅵ-2-3　系統図
・漏えい抑制設備

Ⅵ-2-4　配置図
・漏えい抑制設備

Ⅵ-2-5　構造図
・漏えい抑制設備

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.3　漏えい抑制設備
(3)　悪影響防止

【Ⅵ-1-1-4　(3)　悪影響防止】
　漏えい抑制設備のサイフォンブレーカは，他
の設備から独立して単独で使用可能なことによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。
　漏えい抑制設備の止水板及び蓋は，安全機能
を有する施設として使用する場合と同様に重大
事故等対処設備として使用することにより，他
の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

【Ⅵ-1-1-4　(4)　環境条件等】
　漏えい抑制設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋内の環境温度，環境湿度，環境圧力及び放
射線を考慮しても「4.　環境条件等」に基づく
設計とすることで重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。
　地震を要因として発生した場合に対処に用い
る漏えい抑制設備は，「6.　地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく
設計とすることで重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。
　漏えい抑制設備は，外部からの衝撃による損
傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に
設置し 風（台風）等により重大事故等 の対

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.3　漏えい抑制設備
(4)　環境条件等

901



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十二条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

51
　漏えい抑制設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等により重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
漏えい抑制設備
（許可文中、第3-7表）

設計方針(環境条件等) － － － － －

52
　漏えい抑制設備は，通常時において，重大事故等に対処するために必
要な機能を確認するため，外観点検が可能な設計とする。

機能要求①
漏えい抑制設備
（許可文中、第3-7表）

設計方針(試験・検査
性)

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.3　漏えい抑制設備
(5)　試験・検査

【Ⅵ-1-1-4　(5)　試験・検査】
　漏えい抑制設備は，通常時において，重大事
故等に対処するために必要な機能を確認するた
め，外観点検が可能な設計とする。

－ － － － －

53

1.2.1.9　臨界防止設備
　燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵
プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール
等の水位が低下した場合において，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の
臨界を防止するために必要な重大事故等対処設備として臨界防止設備を
設ける設計とする。
　また，燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により
燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合において，燃料貯蔵プー
ル等内の使用済燃料の臨界を防止するために必要な重大事故等対処設備
として臨界防止設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針
Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
2.基本方針

【Ⅵ-1-2-2　2.基本方針】
　燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が
喪失し，又は燃料貯蔵プール等からの小規模な
水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール
等の水位が低下した場合において，燃料貯蔵
プール等内の使用済燃料の臨界を防止するため
に必要な重大事故等対処設備として臨界防止設
備を設ける設計とする。
　また，燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏
えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水
位が異常に低下した場合において，燃料貯蔵
プール等内の使用済燃料の臨界を防止するため
に必要な重大事故等対処設備として臨界防止設
備を設ける設計とする。

－ － － － －

設置し，風（台風）等により重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書】
　臨界防止設備の設備仕様を説明する。

【Ⅵ-1-2-2　3.1.3.1　臨界防止設備】
　臨界防止設備は，設計基準対象の施設と兼用
する燃料受入れ設備の燃料仮置きラック，燃料
貯蔵設備の燃料貯蔵ラック並びに燃料送出し設
備のバスケット及びバスケット仮置き架台（実
入り用）で構成し，燃料貯蔵プール等の冷却機
能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール
等からの小規模な水の漏えいその他の要因によ
り燃料貯蔵プール等の水位が低下した場合にお
いて，燃料貯蔵プール等内における使用済燃料
の臨界を防止できる設計とする。

【Ⅵ-1-2-2　3.2.2.1　臨界防止設備】
　臨界防止設備は，設計基準対象の施設と兼用
する燃料受入れ設備の燃料仮置きラック，燃料
貯蔵設備の燃料貯蔵ラック並びに燃料送出し設
備のバスケット及びバスケット仮置き架台（実
入り用）で構成し，燃料貯蔵プール等からの大
量の水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵
プール等の水位が異常に低下した場合におい
て，燃料貯蔵プール等内における使用済燃料の
臨界を防止できる設計とする。

【Ⅵ-1-5-2-5-1　2.基本方針】
　臨界防止設備は，燃料貯蔵プール等の冷却機
能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール
等からの小規模な水の漏えいその他の要因によ
り燃料貯蔵プール等の水位が低下した場合（以
下「小規模漏えい」という。）において，燃料
貯蔵プール等内における使用済燃料の臨界を防
止できる設計とする。小規模漏えい時は，代替
注水設備による冷却及び水位確保により燃料貯
蔵プール等の機能（使用済燃料の冷却，水深の
遮蔽能力）を維持するとともに，冠水状態にお
いても臨界を防止できる設計とする。
　また，臨界防止設備は，燃料貯蔵プール等か
らの大量の水の漏えいその他の要因により燃料
貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合（以
下「大規模漏えい」という。）において，燃料
貯蔵プール等内における使用済燃料の臨界を防
止できる設計とする。大規模漏えい時は，スプ
レイ設備により臨界防止設備及び使用済燃料を
冷却し，臨界にならないよう配慮したラック形
状において，スプレイや蒸気条件においても臨
界を防止できる設計とする。

－ － － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
3.　燃料貯蔵プール等の冷却等のための設備
3.1　燃料貯蔵プール等の冷却機能若しくは注水
機能の喪失時，又は燃料貯蔵プール等の小規模
漏えい発生時に使用する設備
3.1.3　使用済燃料の臨界防止に使用する設備
3.1.3.1　臨界防止設備

Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
3.　燃料貯蔵プール等の冷却等のための設備
3.2　燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい
発生時に使用する設備
3.2.2　使用済燃料の臨界防止に使用する設備
3.2.2.1　臨界防止設備

Ⅵ-1-5-2-5-1　使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の使用済燃料が臨界に達しないことに関
する説明書
2.基本方針

Ⅵ-2-4　配置図
・臨界防止設備

Ⅵ-2-5　構造図
・臨界防止設備

基本方針(設備構成)
設計方針

評価（未臨界性）

臨界防止設備
　燃焼度計測前燃料仮置きラック
　燃焼度計測後燃料仮置きラック
　高残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック
　高残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック
　低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック
　低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック
　BWR燃料用バスケット
　PWR燃料用バスケット
　バスケット仮置き架台（実入り用）

設置要求
機能要求②
評価要求

　臨界防止設備は，設計基準対象の施設と兼用する燃料取出し設備の燃
料仮置きラック，燃料貯蔵設備の燃料貯蔵ラック並びに燃料送出し設備
のバスケット及びバスケット仮置き架台（実入り用）で構成し，燃料貯
蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール等か
らの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が
低下した場合，又は燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の
要因により燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合において，燃
料貯蔵プール等内における使用済燃料の臨界を防止できる設計とする。

54
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十二条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

51
　漏えい抑制設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等により重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
漏えい抑制設備
（許可文中、第3-7表）

設計方針(環境条件等)

52
　漏えい抑制設備は，通常時において，重大事故等に対処するために必
要な機能を確認するため，外観点検が可能な設計とする。

機能要求①
漏えい抑制設備
（許可文中、第3-7表）

設計方針(試験・検査
性)

53

1.2.1.9　臨界防止設備
　燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵
プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール
等の水位が低下した場合において，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の
臨界を防止するために必要な重大事故等対処設備として臨界防止設備を
設ける設計とする。
　また，燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により
燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合において，燃料貯蔵プー
ル等内の使用済燃料の臨界を防止するために必要な重大事故等対処設備
として臨界防止設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

基本方針(設備構成)
設計方針

評価（未臨界性）

臨界防止設備
　燃焼度計測前燃料仮置きラック
　燃焼度計測後燃料仮置きラック
　高残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック
　高残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック
　低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック
　低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック
　BWR燃料用バスケット
　PWR燃料用バスケット
　バスケット仮置き架台（実入り用）

設置要求
機能要求②
評価要求

　臨界防止設備は，設計基準対象の施設と兼用する燃料取出し設備の燃
料仮置きラック，燃料貯蔵設備の燃料貯蔵ラック並びに燃料送出し設備
のバスケット及びバスケット仮置き架台（実入り用）で構成し，燃料貯
蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール等か
らの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が
低下した場合，又は燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の
要因により燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合において，燃
料貯蔵プール等内における使用済燃料の臨界を防止できる設計とする。

54

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ 漏えい抑制設備 － － － －

○ 漏えい抑制設備 － － － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.3　漏えい抑制設備
(5)　試験・検査

【Ⅵ-1-1-4　(5)　試験・検査】
　漏えい抑制設備は，通常時において，重大事
故等に対処するために必要な機能を確認するた
め，外観点検が可能な設計とする。

○ 基本方針 － － － －
Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
2.基本方針

【Ⅵ-1-2-2　2.基本方針】
　燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が
喪失し，又は燃料貯蔵プール等からの小規模な
水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール
等の水位が低下した場合において，燃料貯蔵
プール等内の使用済燃料の臨界を防止するため
に必要な重大事故等対処設備として臨界防止設
備を設ける設計とする。
　また，燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏
えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水
位が異常に低下した場合において，燃料貯蔵
プール等内の使用済燃料の臨界を防止するため
に必要な重大事故等対処設備として臨界防止設
備を設ける設計とする。

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書】
　臨界防止設備の設備仕様を説明する。

【Ⅵ-1-2-2　3.1.3.1　臨界防止設備】
　臨界防止設備は，設計基準対象の施設と兼用
する燃料受入れ設備の燃料仮置きラック，燃料
貯蔵設備の燃料貯蔵ラック並びに燃料送出し設
備のバスケット及びバスケット仮置き架台（実
入り用）で構成し，燃料貯蔵プール等の冷却機
能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール
等からの小規模な水の漏えいその他の要因によ
り燃料貯蔵プール等の水位が低下した場合にお
いて，燃料貯蔵プール等内における使用済燃料
の臨界を防止できる設計とする。

【Ⅵ-1-2-2　3.2.2.1　臨界防止設備】
　臨界防止設備は，設計基準対象の施設と兼用
する燃料受入れ設備の燃料仮置きラック，燃料
貯蔵設備の燃料貯蔵ラック並びに燃料送出し設
備のバスケット及びバスケット仮置き架台（実
入り用）で構成し，燃料貯蔵プール等からの大
量の水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵
プール等の水位が異常に低下した場合におい
て，燃料貯蔵プール等内における使用済燃料の
臨界を防止できる設計とする。

【Ⅵ-1-5-2-5-1　2.基本方針】
　臨界防止設備は，燃料貯蔵プール等の冷却機
能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール
等からの小規模な水の漏えいその他の要因によ
り燃料貯蔵プール等の水位が低下した場合（以
下「小規模漏えい」という。）において，燃料
貯蔵プール等内における使用済燃料の臨界を防
止できる設計とする。小規模漏えい時は，代替
注水設備による冷却及び水位確保により燃料貯
蔵プール等の機能（使用済燃料の冷却，水深の
遮蔽能力）を維持するとともに，冠水状態にお
いても臨界を防止できる設計とする。
　また，臨界防止設備は，燃料貯蔵プール等か
らの大量の水の漏えいその他の要因により燃料
貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合（以
下「大規模漏えい」という。）において，燃料
貯蔵プール等内における使用済燃料の臨界を防
止できる設計とする。大規模漏えい時は，スプ
レイ設備により臨界防止設備及び使用済燃料を
冷却し，臨界にならないよう配慮したラック形
状において，スプレイや蒸気条件においても臨
界を防止できる設計とする。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書

Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
3.　燃料貯蔵プール等の冷却等のための設備
3.1　燃料貯蔵プール等の冷却機能若しくは注水
機能の喪失時，又は燃料貯蔵プール等の小規模
漏えい発生時に使用する設備
3.1.3　使用済燃料の臨界防止に使用する設備
3.1.3.1　臨界防止設備

Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
3.　燃料貯蔵プール等の冷却等のための設備
3.2　燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい
発生時に使用する設備
3.2.2　使用済燃料の臨界防止に使用する設備
3.2.2.1　臨界防止設備

Ⅵ-1-5-2-5-1　使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の使用済燃料が臨界に達しないことに関
する説明書
2.基本方針

Ⅵ-2-4　配置図
・臨界防止設備

Ⅵ-2-5　構造図
・臨界防止設備

設置し，風（台風）等により重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。

－－－

臨界防止設備
　燃焼度計測前燃料仮置きラック
　燃焼度計測後燃料仮置きラック
　高残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック
　高残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック
　低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック
　低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック
　BWR燃料用バスケット
　PWR燃料用バスケット
　バスケット仮置き架台（実入り用）

○

＜ラック/ピッ
ト/棚＞
・臨界管理（核
的制限値等）
・主要寸法
・主要材料
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十二条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

55
　重大事故等における条件に対して臨界防止設備は，想定される重大事
故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重に対す
る健全性を確保する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等)

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.4　臨界防止設備
(4)　環境条件等

【Ⅵ-1-1-4　(4)　環境条件等】
　重大事故等における条件に対して臨界防止設
備は，想定される重大事故等が発生した場合に
おける温度，圧力，湿度，放射線及び荷重に対
する健全性を確保する設計とする。

－ － － － －

56
　臨界防止設備は，安全機能を有する施設として使用する場合と同様に
重大事故等対処設備として使用することにより，他の設備に悪影響を及
ぼさない設計とする。

機能要求①
臨界防止設備
（許可文中、第3-8表）

設計方針(悪影響防止)

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.4　臨界防止設備
(3)　悪影響防止

【Ⅵ-1-1-4　(3)　悪影響防止】
　臨界防止設備は，安全機能を有する施設とし
て使用する場合と同様に重大事故等対処設備と
して使用することにより，他の設備に悪影響を
及ぼさない設計とする。

－ － － － －

57
　臨界防止設備は，安全機能を有する施設として使用する場合と同様
に，臨界を防止するために必要な燃料間距離を有する設計とする。

機能要求②

臨界防止設備
　燃焼度計測前燃料仮置きラック
　燃焼度計測後燃料仮置きラック
　高残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック
　高残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック
　低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック
　低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック
　BWR燃料用バスケット
　PWR燃料用バスケット
　バスケット仮置き架台（実入り用）

設計方針(個数及び容
量)

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.4　臨界防止設備
(2)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-4　(2)　個数及び容量】
　臨界防止設備は，安全機能を有する施設とし
て使用する場合と同様に，臨界を防止するため
に必要な燃料間距離を有する設計とする。

－ － － － －

58
　臨界防止設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿
度，環境圧力及び放射線を考慮しても重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等) － － － － －

59

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる臨界防止設備は，第1章
共通項目の「9.2.6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等) － － － － －

60
　臨界防止設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる使用済燃料
受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等により重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
臨界防止設備
（許可文中、第3-8表）

設計方針(環境条件等) － － － － －

61
　臨界防止設備は，通常時において，重大事故等に対処するために必要
な機能を確認するため，外観点検が可能な設計とする。

機能要求①
臨界防止設備
（許可文中、第3-8表）

設計方針(試験・検査
性)

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.4　臨界防止設備
(5)　試験・検査

【Ⅵ-1-1-4　(5)　試験・検査】
　臨界防止設備は，通常時において，重大事故
等に対処するために必要な機能を確認するた
め，外観点検が可能な設計とする。

－ － － － －

【Ⅵ-1-1-4　(4)　環境条件等】
　臨界防止設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋内の環境温度，環境湿度，環境圧力及び放射
線を考慮しても「4.　環境条件等」に基づく設
計とすることで重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。
　地震を要因として発生した場合に対処に用い
る臨界防止設備は，「6.　地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とすることで重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。
　臨界防止設備は，外部からの衝撃による損傷
を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設
置し，風（台風）等により重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.4　臨界防止設備
(4)　環境条件等

904



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十二条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

55
　重大事故等における条件に対して臨界防止設備は，想定される重大事
故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重に対す
る健全性を確保する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等)

56
　臨界防止設備は，安全機能を有する施設として使用する場合と同様に
重大事故等対処設備として使用することにより，他の設備に悪影響を及
ぼさない設計とする。

機能要求①
臨界防止設備
（許可文中、第3-8表）

設計方針(悪影響防止)

57
　臨界防止設備は，安全機能を有する施設として使用する場合と同様
に，臨界を防止するために必要な燃料間距離を有する設計とする。

機能要求②

臨界防止設備
　燃焼度計測前燃料仮置きラック
　燃焼度計測後燃料仮置きラック
　高残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック
　高残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック
　低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック
　低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック
　BWR燃料用バスケット
　PWR燃料用バスケット
　バスケット仮置き架台（実入り用）

設計方針(個数及び容
量)

58
　臨界防止設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿
度，環境圧力及び放射線を考慮しても重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等)

59

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる臨界防止設備は，第1章
共通項目の「9.2.6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針(環境条件等)

60
　臨界防止設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる使用済燃料
受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等により重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
臨界防止設備
（許可文中、第3-8表）

設計方針(環境条件等)

61
　臨界防止設備は，通常時において，重大事故等に対処するために必要
な機能を確認するため，外観点検が可能な設計とする。

機能要求①
臨界防止設備
（許可文中、第3-8表）

設計方針(試験・検査
性)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ 基本方針 － － － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.4　臨界防止設備
(4)　環境条件等

【Ⅵ-1-1-4　(4)　環境条件等】
　重大事故等における条件に対して臨界防止設
備は，想定される重大事故等が発生した場合に
おける温度，圧力，湿度，放射線及び荷重に対
する健全性を確保する設計とする。

○ 臨界防止設備 － － － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.4　臨界防止設備
(3)　悪影響防止

【Ⅵ-1-1-4　(3)　悪影響防止】
　臨界防止設備は，安全機能を有する施設とし
て使用する場合と同様に重大事故等対処設備と
して使用することにより，他の設備に悪影響を
及ぼさない設計とする。

○

臨界防止設備
　燃焼度計測前燃料仮置きラック
　燃焼度計測後燃料仮置きラック
　高残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック
　高残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック
　低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック
　低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック
　BWR燃料用バスケット
　PWR燃料用バスケット
　バスケット仮置き架台（実入り用）

－ － －

＜ラック/ピッ
ト/棚（臨界管
理）＞
・臨界管理（核
的制限値等）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.4　臨界防止設備
(2)　個数及び容量

【Ⅵ-1-1-4　(2)　個数及び容量】
　臨界防止設備は，安全機能を有する施設とし
て使用する場合と同様に，臨界を防止するため
に必要な燃料間距離を有する設計とする。

○ 基本方針 － － － －

○ 基本方針 － － － －

○ 臨界防止設備 － － － －

○ 臨界防止設備 － － － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.4　臨界防止設備
(5)　試験・検査

【Ⅵ-1-1-4　(5)　試験・検査】
　臨界防止設備は，通常時において，重大事故
等に対処するために必要な機能を確認するた
め，外観点検が可能な設計とする。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
8.1.1.4　臨界防止設備
(4)　環境条件等

【Ⅵ-1-1-4　(4)　環境条件等】
　臨界防止設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋内の環境温度，環境湿度，環境圧力及び放射
線を考慮しても「4.　環境条件等」に基づく設
計とすることで重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。
　地震を要因として発生した場合に対処に用い
る臨界防止設備は，「6.　地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とすることで重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。
　臨界防止設備は，外部からの衝撃による損傷
を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設
置し，風（台風）等により重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十二条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

62

1.2.1.10　監視設備
　燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵
プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール
等の水位が低下した場合，又は燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏え
いその他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合に
おいて，燃料貯蔵プール等の水位，水温及び燃料貯蔵プール等上部の空
間線量率について，重大事故等により変動する可能性のある範囲にわた
り測定するために必要な重大事故等対処設備として監視設備を設ける設
計とする。
　また，燃料貯蔵プール等の状態を監視するために必要な重大事故等対
処設備として監視設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針
Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
2.基本方針

【Ⅵ-1-2-2　2.基本方針】
　燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が
喪失し，又は燃料貯蔵プール等からの小規模な
水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール
等の水位が低下した場合，又は燃料貯蔵プール
等からの大量の水の漏えいその他の要因により
燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合
において，燃料貯蔵プール等の水位，水温及び
燃料貯蔵プール等上部の空間線量率について，
重大事故等により変動する可能性のある範囲に
わたり測定するために必要な重大事故等対処設
備として監視設備を設ける設計とする。
　また，燃料貯蔵プール等の状態を監視するた
めに必要な重大事故等対処設備として監視設備
を設ける設計とする。

－ － － － －

冒頭宣言64

　燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵
プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール
等の水位が低下した場合，又は燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏え
いその他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合の
重大事故等対処設備として，代替安全冷却水系の運搬車，代替電源設備
の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，代替所内電気設
備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブル，補機
駆動用燃料補給設備の第１軽油貯槽，第２軽油貯槽及び軽油用タンク
ローリ並びに計測制御設備の可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波
式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（メジャー），可搬型燃料貯蔵
プール等水位計（電波式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパー
ジ式），可搬型燃料貯蔵プール等温度計（サーミスタ），可搬型燃料貯
蔵プール等温度計（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カ
メラ，可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメータ），可搬
型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計），可搬型空冷ユニット
Ａ，可搬型空冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニットＣ，可搬型空冷ユニッ
トＤ，可搬型空冷ユニットＥ，可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニッ
ト，可搬型計測ユニット用空気圧縮機及びけん引車を使用する設計とす
る。なお，計測制御設備の詳細については，第2章　個別項目の「4.1
計測制御設備」に，代替電源設備の詳細については，第2章　個別項目の
「7.1.1　電気設備」の「7.1.1.9　代替電源設備」に，代替所内電気設
備の詳細については，第2章　個別項目の「7.1.1　電気設備」の
「7.1.1.10　代替所内電気設備」に，補機駆動用燃料補給設備の詳細に
ついては，第2章　個別項目の「7.1.1　電気設備」の「7.1.1.11　補機
駆動用燃料補給設備」に，代替安全冷却水系の詳細については，第2章
個別項目の「7.2.2　冷却水設備」の「7.2.2.3　代替安全冷却水系」に
示す。

－－－基本方針 －－－－－

【Ⅵ-1-2-2　3.1.4.1　計装設備】
 監視設備は，計装設備の一部である可搬型燃料
貯蔵プール等水位計（超音波式），可搬型燃料
貯蔵プール等水位計（メジャー），可搬型燃料
貯蔵プール等水位計（電波式），可搬型燃料貯
蔵プール等水位計（エアパージ式），可搬型燃
料貯蔵プール等温度計（サーミスタ），可搬型
燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗体），可搬
型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型燃
料貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメー
タ），可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計
（線量率計），可搬型空冷ユニットＡ，可搬型
空冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニットＣ，可搬
型空冷ユニットＤ，可搬型空冷ユニットＥ，可
搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット及び可
搬型計測ユニット用空気圧縮機で構成し，燃料
貯蔵プール等の水位，水温及び燃料貯蔵プール
等上部の空間線量率について，重大事故等によ
り変動する可能性のある範囲にわたり測定し，
燃料貯蔵プール等の状態を監視できる設計とす
る。

【Ⅵ-1-2-2　3.2.3.1　計装設備】
　監視設備は，計装設備の一部である可搬型燃
料貯蔵プール等水位計（超音波式），可搬型燃
料貯蔵プール等水位計（メジャー），可搬型燃
料貯蔵プール等水位計（電波式），可搬型燃料
貯蔵プール等水位計（エアパージ式），可搬型
燃料貯蔵プール等温度計（サーミスタ），可搬
型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗体），可
搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型
燃料貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメー
タ），可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計
（線量率計），可搬型空冷ユニットＡ，可搬型
空冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニットＣ，可搬
型空冷ユニットＤ，可搬型空冷ユニットＥ，可
搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット及び可
搬型計測ユニット用空気圧縮機で構成し，燃料
貯蔵プール等の水位，水温及び燃料貯蔵プール
等上部の空間線量率について，重大事故等によ
り変動する可能性のある範囲にわたり測定し，
燃料貯蔵プール等の状態を監視できる設計とす
る。

－冒頭宣言

　監視設備は，計装設備の一部である可搬型燃料貯蔵プール等水位計
（超音波式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（メジャー），可搬型燃
料貯蔵プール等水位計（電波式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エ
アパージ式），可搬型燃料貯蔵プール等温度計（サーミスタ），可搬型
燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵プール等状態
監視カメラ，可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメー
タ），可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計），可搬型空冷
ユニットＡ，可搬型空冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニットＣ，可搬型空
冷ユニットＤ，可搬型空冷ユニットＥ，可搬型計測ユニット，可搬型監
視ユニット及び可搬型計測ユニット用空気圧縮機で構成し，燃料貯蔵
プール等の水位，水温及び燃料貯蔵プール等上部の空間線量率につい
て，重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定し，燃料
貯蔵プール等の状態を監視できる設計とする。

63

Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
3.　燃料貯蔵プール等の冷却等のための設備
3.1　燃料貯蔵プール等の冷却機能若しくは注水
機能の喪失時，又は燃料貯蔵プール等の小規模
漏えい発生時に使用する設備
3.1.4　燃料貯蔵プール等の状態監視に使用する
設備
3.1.4.1　計装設備

Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
3.2　燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい
発生時に使用する設備
3.2.3　燃料貯蔵プール等の状態監視に使用する
設備
3.2.3.1　計装設備

－基本方針(設備構成)基本方針 － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十二条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

62

1.2.1.10　監視設備
　燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵
プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール
等の水位が低下した場合，又は燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏え
いその他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合に
おいて，燃料貯蔵プール等の水位，水温及び燃料貯蔵プール等上部の空
間線量率について，重大事故等により変動する可能性のある範囲にわた
り測定するために必要な重大事故等対処設備として監視設備を設ける設
計とする。
　また，燃料貯蔵プール等の状態を監視するために必要な重大事故等対
処設備として監視設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

冒頭宣言64

　燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵
プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール
等の水位が低下した場合，又は燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏え
いその他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合の
重大事故等対処設備として，代替安全冷却水系の運搬車，代替電源設備
の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，代替所内電気設
備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブル，補機
駆動用燃料補給設備の第１軽油貯槽，第２軽油貯槽及び軽油用タンク
ローリ並びに計測制御設備の可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波
式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（メジャー），可搬型燃料貯蔵
プール等水位計（電波式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパー
ジ式），可搬型燃料貯蔵プール等温度計（サーミスタ），可搬型燃料貯
蔵プール等温度計（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カ
メラ，可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメータ），可搬
型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計），可搬型空冷ユニット
Ａ，可搬型空冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニットＣ，可搬型空冷ユニッ
トＤ，可搬型空冷ユニットＥ，可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニッ
ト，可搬型計測ユニット用空気圧縮機及びけん引車を使用する設計とす
る。なお，計測制御設備の詳細については，第2章　個別項目の「4.1
計測制御設備」に，代替電源設備の詳細については，第2章　個別項目の
「7.1.1　電気設備」の「7.1.1.9　代替電源設備」に，代替所内電気設
備の詳細については，第2章　個別項目の「7.1.1　電気設備」の
「7.1.1.10　代替所内電気設備」に，補機駆動用燃料補給設備の詳細に
ついては，第2章　個別項目の「7.1.1　電気設備」の「7.1.1.11　補機
駆動用燃料補給設備」に，代替安全冷却水系の詳細については，第2章
個別項目の「7.2.2　冷却水設備」の「7.2.2.3　代替安全冷却水系」に
示す。

－基本方針

冒頭宣言

　監視設備は，計装設備の一部である可搬型燃料貯蔵プール等水位計
（超音波式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（メジャー），可搬型燃
料貯蔵プール等水位計（電波式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エ
アパージ式），可搬型燃料貯蔵プール等温度計（サーミスタ），可搬型
燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵プール等状態
監視カメラ，可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメー
タ），可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計），可搬型空冷
ユニットＡ，可搬型空冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニットＣ，可搬型空
冷ユニットＤ，可搬型空冷ユニットＥ，可搬型計測ユニット，可搬型監
視ユニット及び可搬型計測ユニット用空気圧縮機で構成し，燃料貯蔵
プール等の水位，水温及び燃料貯蔵プール等上部の空間線量率につい
て，重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定し，燃料
貯蔵プール等の状態を監視できる設計とする。

63 基本方針(設備構成)基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ 基本方針 － － － －
Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
2.基本方針

【Ⅵ-1-2-2　2.基本方針】
　燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が
喪失し，又は燃料貯蔵プール等からの小規模な
水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール
等の水位が低下した場合，又は燃料貯蔵プール
等からの大量の水の漏えいその他の要因により
燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合
において，燃料貯蔵プール等の水位，水温及び
燃料貯蔵プール等上部の空間線量率について，
重大事故等により変動する可能性のある範囲に
わたり測定するために必要な重大事故等対処設
備として監視設備を設ける設計とする。
　また，燃料貯蔵プール等の状態を監視するた
めに必要な重大事故等対処設備として監視設備
を設ける設計とする。

－－－－－－

－

－－

【Ⅵ-1-2-2　3.1.4.1　計装設備】
 監視設備は，計装設備の一部である可搬型燃料
貯蔵プール等水位計（超音波式），可搬型燃料
貯蔵プール等水位計（メジャー），可搬型燃料
貯蔵プール等水位計（電波式），可搬型燃料貯
蔵プール等水位計（エアパージ式），可搬型燃
料貯蔵プール等温度計（サーミスタ），可搬型
燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗体），可搬
型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型燃
料貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメー
タ），可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計
（線量率計），可搬型空冷ユニットＡ，可搬型
空冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニットＣ，可搬
型空冷ユニットＤ，可搬型空冷ユニットＥ，可
搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット及び可
搬型計測ユニット用空気圧縮機で構成し，燃料
貯蔵プール等の水位，水温及び燃料貯蔵プール
等上部の空間線量率について，重大事故等によ
り変動する可能性のある範囲にわたり測定し，
燃料貯蔵プール等の状態を監視できる設計とす
る。

【Ⅵ-1-2-2　3.2.3.1　計装設備】
　監視設備は，計装設備の一部である可搬型燃
料貯蔵プール等水位計（超音波式），可搬型燃
料貯蔵プール等水位計（メジャー），可搬型燃
料貯蔵プール等水位計（電波式），可搬型燃料
貯蔵プール等水位計（エアパージ式），可搬型
燃料貯蔵プール等温度計（サーミスタ），可搬
型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗体），可
搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型
燃料貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメー
タ），可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計
（線量率計），可搬型空冷ユニットＡ，可搬型
空冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニットＣ，可搬
型空冷ユニットＤ，可搬型空冷ユニットＥ，可
搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット及び可
搬型計測ユニット用空気圧縮機で構成し，燃料
貯蔵プール等の水位，水温及び燃料貯蔵プール
等上部の空間線量率について，重大事故等によ
り変動する可能性のある範囲にわたり測定し，
燃料貯蔵プール等の状態を監視できる設計とす
る。

Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
3.　燃料貯蔵プール等の冷却等のための設備
3.1　燃料貯蔵プール等の冷却機能若しくは注水
機能の喪失時，又は燃料貯蔵プール等の小規模
漏えい発生時に使用する設備
3.1.4　燃料貯蔵プール等の状態監視に使用する
設備
3.1.4.1　計装設備

Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
3.2　燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい
発生時に使用する設備
3.2.3　燃料貯蔵プール等の状態監視に使用する
設備
3.2.3.1　計装設備

○ 基本方針 － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十二条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

【Ⅵ-1-2-2　3.1.4.1　計装設備】
　監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等水位計
（超音波式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計
（メジャー），可搬型燃料貯蔵プール等水位計
（電波式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計
（エアパージ式），可搬型燃料貯蔵プール等温
度計（サーミスタ），可搬型燃料貯蔵プール等
温度計（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵プール
等空間線量率計（サーベイメータ）及び可搬型
燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）
は，燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能
が喪失し，又は燃料貯蔵プール等からの小規模
な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プー
ル等の水位が低下した場合において，燃料貯蔵
プール等の水位，水温及び燃料貯蔵プール等上
部の空間線量率について，重大事故等により変
動する可能性のある範囲にわたり測定できる設
計とするとともに，監視設備の可搬型燃料貯蔵
プール等状態監視カメラは，燃料貯蔵プール等
の状態を監視できる設計とする。
　監視設備の可搬型空冷ユニットＡ，可搬型空
冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニットＣ，可搬型
空冷ユニットＤ，可搬型空冷ユニットＥ及び可
搬型計測ユニット用空気圧縮機は，燃料貯蔵
プール等の水温上昇に伴い使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋内の温度が上昇した場合において，冷
却空気を供給することにより，可搬型燃料貯蔵
プール等状態監視カメラ及び可搬型燃料貯蔵
プール等空間線量率計（線量率計）を冷却し保
護できる設計とする。
　監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等水位計
（電波式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計
（エアパージ式），可搬型燃料貯蔵プール等温
度計（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵プール等
状態監視カメラ，可搬型燃料貯蔵プール等空間
線量率計（線量率計），可搬型空冷ユニット
Ａ，可搬型空冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニッ
トＣ，可搬型空冷ユニットＤ，可搬型空冷ユ
ニットＥ，可搬型計測ユニット及び可搬型監視
ユニットは，代替電源設備から受電できる設計
とする。

【Ⅵ-1-2-2　3.2.3.1　計装設備】
監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超
音波式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（メ
ジャー），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電
波式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エア
パージ式），可搬型燃料貯蔵プール等温度計
（サーミスタ），可搬型燃料貯蔵プール等温度
計（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵プール等空
間線量率計（サーベイメータ）及び可搬型燃料
貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）は，燃
料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他
の要因により燃料貯蔵プール等の水位が異常に
低下した場合において，燃料貯蔵プール等の水
位，水温及び燃料貯蔵プール等上部の空間線量
率について，重大事故等により変動する可能性
のある範囲にわたり測定できる設計とするとと
もに，監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等状態
監視カメラは，燃料貯蔵プール等の状態を監視
できる設計とする。
監視設備の可搬型空冷ユニットＡ，可搬型空冷
ユニットＢ，可搬型空冷ユニットＣ，可搬型空
冷ユニットＤ，可搬型空冷ユニットＥ及び可搬
型計測ユニット用空気圧縮機は，燃料貯蔵プー
ル等の水温上昇に伴い使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋内の温度が上昇した場合において，冷却空
気を供給することにより，可搬型燃料貯蔵プー
ル等状態監視カメラ及び可搬型燃料貯蔵プール
等空間線量率計（線量率計）を冷却し保護でき
る設計とする。
監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電
波式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エア
パージ式），可搬型燃料貯蔵プール等温度計
（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵プール等状態
監視カメラ，可搬型燃料貯蔵プール等空間線量
率計（線量率計），可搬型空冷ユニットＡ，可
搬型空冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニットＣ，
可搬型空冷ユニットＤ，可搬型空冷ユニット
Ｅ，可搬型計測ユニット及び可搬型監視ユニッ
トは，代替電源設備から受電できる設計とす
る。

Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
3.　燃料貯蔵プール等の冷却等のための設備
3.1　燃料貯蔵プール等の冷却機能若しくは注水
機能の喪失時，又は燃料貯蔵プール等の小規模
漏えい発生時に使用する設備
3.1.4　燃料貯蔵プール等の状態監視に使用する
設備
3.1.4.1　計装設備

Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
3.　燃料貯蔵プール等の冷却等のための設備
3.2　燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい
発生時に使用する設備
3.2.3　燃料貯蔵プール等の状態監視に使用する
設備
3.2.3.1　計装設備

－ －

　監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電波式），可搬型燃料貯
蔵プール等水位計（エアパージ式），可搬型燃料貯蔵プール等温度計
（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型燃料
貯蔵プール等空間線量率計（線量率計），可搬型空冷ユニットＡ，可搬
型空冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニットＣ，可搬型空冷ユニットＤ，可
搬型空冷ユニットＥ，可搬型計測ユニット及び可搬型監視ユニットは，
代替電源設備から受電できる設計とする。

67

設置要求
機能要求②

　監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波式），可搬型燃料
貯蔵プール等水位計（メジャー），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電
波式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパージ式），可搬型燃料
貯蔵プール等温度計（サーミスタ），可搬型燃料貯蔵プール等温度計
（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメー
タ）及び可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）は，燃料貯
蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール等か
らの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が
低下した場合，又は燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の
要因により燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合において，燃
料貯蔵プール等の水位，水温及び燃料貯蔵プール等上部の空間線量率に
ついて，重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定でき
る設計とするとともに，監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カ
メラは，燃料貯蔵プール等の状態を監視できる設計とする。

65

設計方針

計装設備
　可搬型空冷ユニットＡ
　可搬型空冷ユニットＢ
　可搬型空冷ユニットＣ
　可搬型空冷ユニットＤ
　可搬型空冷ユニットＥ
　可搬型計測ユニット用空気圧縮機

設置要求
機能要求②

　監視設備の可搬型空冷ユニットＡ，可搬型空冷ユニットＢ，可搬型空
冷ユニットＣ，可搬型空冷ユニットＤ，可搬型空冷ユニットＥ及び可搬
型計測ユニット用空気圧縮機は，燃料貯蔵プール等の水温上昇に伴い使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の温度が上昇した場合において，冷却空気
を供給することにより，可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ及び可
搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）を冷却し保護できる設
計とする。

66

設計方針

計装設備
　可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ
　可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波式）
　可搬型燃料貯蔵プール等水位計（メジャー）
　可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電波式）
　可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパージ
式）
　可搬型燃料貯蔵プール等温度計（サーミス
タ）
　可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗
体）
　可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（サー
ベイメータ）
　可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量
率計）

設計方針
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4
図）

設置要求 － － － － －

－ － － － －

－ － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十二条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

　監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電波式），可搬型燃料貯
蔵プール等水位計（エアパージ式），可搬型燃料貯蔵プール等温度計
（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型燃料
貯蔵プール等空間線量率計（線量率計），可搬型空冷ユニットＡ，可搬
型空冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニットＣ，可搬型空冷ユニットＤ，可
搬型空冷ユニットＥ，可搬型計測ユニット及び可搬型監視ユニットは，
代替電源設備から受電できる設計とする。

67

設置要求
機能要求②

　監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波式），可搬型燃料
貯蔵プール等水位計（メジャー），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電
波式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパージ式），可搬型燃料
貯蔵プール等温度計（サーミスタ），可搬型燃料貯蔵プール等温度計
（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメー
タ）及び可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）は，燃料貯
蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール等か
らの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が
低下した場合，又は燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の
要因により燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合において，燃
料貯蔵プール等の水位，水温及び燃料貯蔵プール等上部の空間線量率に
ついて，重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定でき
る設計とするとともに，監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カ
メラは，燃料貯蔵プール等の状態を監視できる設計とする。

65

設計方針

計装設備
　可搬型空冷ユニットＡ
　可搬型空冷ユニットＢ
　可搬型空冷ユニットＣ
　可搬型空冷ユニットＤ
　可搬型空冷ユニットＥ
　可搬型計測ユニット用空気圧縮機

設置要求
機能要求②

　監視設備の可搬型空冷ユニットＡ，可搬型空冷ユニットＢ，可搬型空
冷ユニットＣ，可搬型空冷ユニットＤ，可搬型空冷ユニットＥ及び可搬
型計測ユニット用空気圧縮機は，燃料貯蔵プール等の水温上昇に伴い使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の温度が上昇した場合において，冷却空気
を供給することにより，可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ及び可
搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）を冷却し保護できる設
計とする。

66

設計方針

計装設備
　可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ
　可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波式）
　可搬型燃料貯蔵プール等水位計（メジャー）
　可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電波式）
　可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパージ
式）
　可搬型燃料貯蔵プール等温度計（サーミス
タ）
　可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗
体）
　可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（サー
ベイメータ）
　可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量
率計）

設計方針
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4
図）

設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

【Ⅵ-1-2-2　3.1.4.1　計装設備】
　監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等水位計
（超音波式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計
（メジャー），可搬型燃料貯蔵プール等水位計
（電波式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計
（エアパージ式），可搬型燃料貯蔵プール等温
度計（サーミスタ），可搬型燃料貯蔵プール等
温度計（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵プール
等空間線量率計（サーベイメータ）及び可搬型
燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）
は，燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能
が喪失し，又は燃料貯蔵プール等からの小規模
な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プー
ル等の水位が低下した場合において，燃料貯蔵
プール等の水位，水温及び燃料貯蔵プール等上
部の空間線量率について，重大事故等により変
動する可能性のある範囲にわたり測定できる設
計とするとともに，監視設備の可搬型燃料貯蔵
プール等状態監視カメラは，燃料貯蔵プール等
の状態を監視できる設計とする。
　監視設備の可搬型空冷ユニットＡ，可搬型空
冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニットＣ，可搬型
空冷ユニットＤ，可搬型空冷ユニットＥ及び可
搬型計測ユニット用空気圧縮機は，燃料貯蔵
プール等の水温上昇に伴い使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋内の温度が上昇した場合において，冷
却空気を供給することにより，可搬型燃料貯蔵
プール等状態監視カメラ及び可搬型燃料貯蔵
プール等空間線量率計（線量率計）を冷却し保
護できる設計とする。
　監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等水位計
（電波式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計
（エアパージ式），可搬型燃料貯蔵プール等温
度計（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵プール等
状態監視カメラ，可搬型燃料貯蔵プール等空間
線量率計（線量率計），可搬型空冷ユニット
Ａ，可搬型空冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニッ
トＣ，可搬型空冷ユニットＤ，可搬型空冷ユ
ニットＥ，可搬型計測ユニット及び可搬型監視
ユニットは，代替電源設備から受電できる設計
とする。

【Ⅵ-1-2-2　3.2.3.1　計装設備】
監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超
音波式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（メ
ジャー），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電
波式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エア
パージ式），可搬型燃料貯蔵プール等温度計
（サーミスタ），可搬型燃料貯蔵プール等温度
計（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵プール等空
間線量率計（サーベイメータ）及び可搬型燃料
貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）は，燃
料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他
の要因により燃料貯蔵プール等の水位が異常に
低下した場合において，燃料貯蔵プール等の水
位，水温及び燃料貯蔵プール等上部の空間線量
率について，重大事故等により変動する可能性
のある範囲にわたり測定できる設計とするとと
もに，監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等状態
監視カメラは，燃料貯蔵プール等の状態を監視
できる設計とする。
監視設備の可搬型空冷ユニットＡ，可搬型空冷
ユニットＢ，可搬型空冷ユニットＣ，可搬型空
冷ユニットＤ，可搬型空冷ユニットＥ及び可搬
型計測ユニット用空気圧縮機は，燃料貯蔵プー
ル等の水温上昇に伴い使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋内の温度が上昇した場合において，冷却空
気を供給することにより，可搬型燃料貯蔵プー
ル等状態監視カメラ及び可搬型燃料貯蔵プール
等空間線量率計（線量率計）を冷却し保護でき
る設計とする。
監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電
波式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エア
パージ式），可搬型燃料貯蔵プール等温度計
（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵プール等状態
監視カメラ，可搬型燃料貯蔵プール等空間線量
率計（線量率計），可搬型空冷ユニットＡ，可
搬型空冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニットＣ，
可搬型空冷ユニットＤ，可搬型空冷ユニット
Ｅ，可搬型計測ユニット及び可搬型監視ユニッ
トは，代替電源設備から受電できる設計とす
る。

Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
3.　燃料貯蔵プール等の冷却等のための設備
3.1　燃料貯蔵プール等の冷却機能若しくは注水
機能の喪失時，又は燃料貯蔵プール等の小規模
漏えい発生時に使用する設備
3.1.4　燃料貯蔵プール等の状態監視に使用する
設備
3.1.4.1　計装設備

Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
3.　燃料貯蔵プール等の冷却等のための設備
3.2　燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい
発生時に使用する設備
3.2.3　燃料貯蔵プール等の状態監視に使用する
設備
3.2.3.1　計装設備

○

○

○

計装設備
　可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ
　可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波式）
　可搬型燃料貯蔵プール等水位計（メジャー）
　可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電波式）
　可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパージ
式）
　可搬型燃料貯蔵プール等温度計（サーミス
タ）
　可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗
体）
　可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（サー
ベイメータ）
　可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量
率計）

計装設備
　可搬型空冷ユニットＡ
　可搬型空冷ユニットＢ
　可搬型空冷ユニットＣ
　可搬型空冷ユニットＤ
　可搬型空冷ユニットＥ
　可搬型計測ユニット用空気圧縮機

計装設備 － － －

＜計装／放管設
備＞
・計測範囲

＜圧縮機＞
・容量
・吐出圧力

－

－ － －

－ － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（（第四十四条 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備（放水設備））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第2章　個別項目
7　その他再処理設備の附属施設
7.13　放出抑制設備
放出抑制設備の設計に係る共通的な設計方針については，第１章　共通項
目の「3．自然現象等」，「5．火災等による損傷の防止」，「6．再処理
施設内における溢水による損傷の防止」，「7．再処理施設内における化
学薬品の漏えいによる損傷の防止」及び「9．設備に対する要求事項」に
基づくものとする。

冒頭宣言 － － － － － － － － －

2

再処理施設のうち使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，
精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固
化建屋において重大事故等が発生した場合において，工場等外への放射性
物質等の放出を抑制するために必要な重大事故等対処設備として，放水設
備，注水設備及び抑制設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-8-2-7 工場等外への放射性物質等の放出を
抑制するための設備に関する説明書
1．概要
2．基本方針

【1.概要】
【2.基本方針】
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するため
の設備に関する基本方針を説明する。

－ － － － －

3

7.13.1　放水設備
再処理施設のうち使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，
精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固
化建屋において重大事故等が発生し，大気中への放射性物質の放出に至る
おそれがある場合，建物に放水し，放射性物質の放出を抑制するために必
要な重大事故等対処設備として，放水設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-8-2-7　工場等外への放射性物質等の放出を
抑制するための設備に関する説明書
2.1 放水設備
3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する
ための設備
3.1 大気中への放射性物質の放出を抑制
3.1.1 大気中への放射性物質の放出を抑制するた
めの設備

【2.1 放水設備】
【3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制す
るための設備】
【3.1 大気中への放射性物質の放出を抑制】
・再処理施設の各建物周辺にて重大事故等が発生
し，大気中への放射性物質の放出に至るおそれが
ある場合に，建物に放水し，放射性物質の放出を
抑制するための設備として，放水設備を設けるこ
とを説明する。
【3.1.1 大気中への放射性物質の放出を抑制する
ための設備】
〇大気中への放射性物質の放出を抑制するための
設備の設計に関して，以下の観点について，説明
する。
・大気中への放射性物質の放出を抑制するために
用いる設備構成
・放水設備の系統構成

－ － － － －

4
再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災，化学
火災が発生した場合，泡消火又は放水による消火活動を実施するために必
要な重大事故等対処設備として，放水設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-8-2-7　工場等外への放射性物質等の放出を
抑制するための設備に関する説明書
2.1 放水設備
3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する
ための設備
3.2再処理施設の各建物周辺における航空機衝突
による航空機燃料火災，化学火災対応
3.2.1再処理施設の各建物周辺における航空機衝
突による航空機燃料火災，化学火災に対応するた
めの設備

【2.1 放水設備】
【3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するため
の設備】
【3.2再処理施設の各建物周辺における航空機衝突によ
る航空機燃料火災，化学火災対応】
再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航
空機燃料火災，化学火災が発生した場合，泡消火又は
放水による消火活動を実施するために必要な設備とし
て放水設備を設けることを説明する。
【3.2.1再処理施設の各建物周辺における航空機衝突に
よる航空機燃料火災，化学火災に対応するための設
備】
〇再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による
航空機燃料火災，化学火災に対応するための設備の設
計に関して，以下の観点について，説明する。
・再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による
航空機燃料火災，化学火災に対応するために用いる設
備構成
・放水設備の系統

－ － － － －

5
放水設備は，大型移送ポンプ車，可搬型放水砲，ホイールローダ及び可搬
型建屋外ホースで構成する。

機能要求①

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
ホイールローダ
可搬型建屋外ホース

基本方針

Ⅵ-1-8-2-7　工場等外への放射性物質等の放出を
抑制するための設備に関する説明書
【2.1 放水設備】
3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する
ための設備
3.1 大気中への放射性物質の放出を抑制
3.1.1 大気中への放射性物質の放出を抑制するた
めの設備
3.2 再処理施設の各建物周辺における航空機衝突
による航空機燃料火災，化学火災対応
3.2.1 再処理施設の各建物周辺における航空機衝
突による航空機燃料火災，化学火災に対応するた
めの設備
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

【2.1 放水設備】
【3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備】
【3.1 大気中への放射性物質の放出を抑制】
【3.1.1 大気中への放射性物質の放出を抑制するための設備】
〇大気中への放射性物質の放出を抑制するための設備の設計に関
して，以下の観点について，説明する。
・大気中への放射性物質の放出を抑制するために用いる設備構成
・放水設備の系統構成
【3.2 再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機
燃料火災，化学火災対応】
【3.2.1 再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空
機燃料火災，化学火災に対応するための設備】
〇再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料
火災，化学火災に対応するための設備の設計に関して，以下の観
点について，説明する。
・大気中への放射性物質の放出を抑制するために用いる設備構成
・再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料
火災，化学火災に対応するために用いる設備構成
・放水設備の系統構成
【Ⅵ-2-3系統図、Ⅵ-2-4配置図、Ⅵ-2-5構造図】
・放水設備の系統構成、設置場所について、系統図、配置図にて
説明する。
・放水設備の構造について、構造図にて説明する。

－ － － － －

6
放射性物質の放出を抑制するための対処及び航空機燃料火災，化学火災へ
の対処では，水供給設備の一部である第１貯水槽，代替安全冷却水系の一
部であるホース展張車及び運搬車を使用する。

機能要求①

第１貯水槽
ホース展張車
運搬車

基本方針

Ⅵ-1-8-2-7　工場等外への放射性物質等の放出を抑制
するための設備に関する説明書
2.1 放水設備
3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための
設備
3.1 大気中への放射性物質の放出を抑制
3.1.1 大気中への放射性物質の放出を抑制するための
設備
3.2 再処理施設の各建物周辺における航空機衝突によ
る航空機燃料火災，化学火災対応
3.2.1 再処理施設の各建物周辺における航空機衝突に
よる航空機燃料火災，化学火災に対応するための設備

Ⅵ-1-8-2-8 重大事故等への対処に必要となる水の供給
設備に関する説明書
3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確保

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処する
ための設備に関する説明書
2. 基本設計方針

【2.1 放水設備】
【3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備】
【3.1 大気中への放射性物質の放出を抑制】
【3.1.1 大気中への放射性物質の放出を抑制するための設備】
〇大気中への放射性物質の放出を抑制するための設備の設計に関して，以下の
観点について，説明する。
・大気中への放射性物質の放出を抑制するために用いる設備構成
・放水設備の系統構成
【3.2 再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災，化
学火災対応】
【3.2.1 再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災，
化学火災に対応するための設備】
〇再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災，化学火
災に対応するための設備の設計に関して，以下の観点について，説明する。
・大気中への放射性物質の放出を抑制するために用いる設備構成
・再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災，化学火
災に対応するために用いる設備構成
・放水設備の系統構成

Ⅵ-1-8-2-8 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に関する説明書
【3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確保】
・放射性物質の放出を抑制するための対処及び航空機燃料火災，化学火災への
対処に係る水供給設備について説明する。

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備に関する説
明書
【2. 基本設計方針】
・放射性物質の放出を抑制するための対処及び航空機燃料火災，化学火災への
対処に係る蒸発乾固に対処するための設備について説明する。

－ － － － －

7

水供給設備の一部である第１貯水槽を常設重大事故等対処設備として設置
する。
代替安全冷却水系の一部であるホース展張車及び運搬車を可搬型重大事故
等対処設備として配備する。

機能要求①
第１貯水槽
ホース展張車
運搬車

基本方針

Ⅵ-1-8-2-8 重大事故等への対処に必要となる水
の供給設備に関する説明書
3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確保

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
2. 基本設計方針

Ⅵ-1-8-2-8 重大事故等への対処に必要となる水
の供給設備に関する説明書
【3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確
保】
・放射性物質の放出を抑制するための対処及び航
空機燃料火災，化学火災への対処に係る水供給設
備について説明する。

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
【2. 基本設計方針】
・放射性物質の放出を抑制するための対処及び航
空機燃料火災，化学火災への対処に係る蒸発乾固
に対処するための設備について説明する。

－ － － － －

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

911



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（（第四十四条 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備（放水設備））

別紙２

1

第2章　個別項目
7　その他再処理設備の附属施設
7.13　放出抑制設備
放出抑制設備の設計に係る共通的な設計方針については，第１章　共通項
目の「3．自然現象等」，「5．火災等による損傷の防止」，「6．再処理
施設内における溢水による損傷の防止」，「7．再処理施設内における化
学薬品の漏えいによる損傷の防止」及び「9．設備に対する要求事項」に
基づくものとする。

冒頭宣言 － －

2

再処理施設のうち使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，
精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固
化建屋において重大事故等が発生した場合において，工場等外への放射性
物質等の放出を抑制するために必要な重大事故等対処設備として，放水設
備，注水設備及び抑制設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

3

7.13.1　放水設備
再処理施設のうち使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，
精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固
化建屋において重大事故等が発生し，大気中への放射性物質の放出に至る
おそれがある場合，建物に放水し，放射性物質の放出を抑制するために必
要な重大事故等対処設備として，放水設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

4
再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災，化学
火災が発生した場合，泡消火又は放水による消火活動を実施するために必
要な重大事故等対処設備として，放水設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

5
放水設備は，大型移送ポンプ車，可搬型放水砲，ホイールローダ及び可搬
型建屋外ホースで構成する。

機能要求①

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
ホイールローダ
可搬型建屋外ホース

基本方針

6
放射性物質の放出を抑制するための対処及び航空機燃料火災，化学火災へ
の対処では，水供給設備の一部である第１貯水槽，代替安全冷却水系の一
部であるホース展張車及び運搬車を使用する。

機能要求①

第１貯水槽
ホース展張車
運搬車

基本方針

7

水供給設備の一部である第１貯水槽を常設重大事故等対処設備として設置
する。
代替安全冷却水系の一部であるホース展張車及び運搬車を可搬型重大事故
等対処設備として配備する。

機能要求①
第１貯水槽
ホース展張車
運搬車

基本方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

〇 － － － － － － －

〇 － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-8-2-7 工場等外への放射性物質等の放出を
抑制するための設備に関する説明書
1．概要
2．基本方針

【1.概要】
【2.基本方針】
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するため
の設備に関する基本方針を説明する。

〇 － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-8-2-7　工場等外への放射性物質等の放出を
抑制するための設備に関する説明書
2.1 放水設備
3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する
ための設備
3.1 大気中への放射性物質の放出を抑制
3.1.1 大気中への放射性物質の放出を抑制するた
めの設備

【2.1 放水設備】
【3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制す
るための設備】
【3.1 大気中への放射性物質の放出を抑制】
・再処理施設の各建物周辺にて重大事故等が発生
し，大気中への放射性物質の放出に至るおそれが
ある場合に，建物に放水し，放射性物質の放出を
抑制するための設備として，放水設備を設けるこ
とを説明する。
【3.1.1 大気中への放射性物質の放出を抑制する
ための設備】
〇大気中への放射性物質の放出を抑制するための
設備の設計に関して，以下の観点について，説明
する。
・大気中への放射性物質の放出を抑制するために
用いる設備構成
・放水設備の系統構成

〇 － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-8-2-7　工場等外への放射性物質等の放出を
抑制するための設備に関する説明書
2.1 放水設備
3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する
ための設備
3.2再処理施設の各建物周辺における航空機衝突
による航空機燃料火災，化学火災対応
3.2.1再処理施設の各建物周辺における航空機衝
突による航空機燃料火災，化学火災に対応するた
めの設備

【2.1 放水設備】
【3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するため
の設備】
【3.2再処理施設の各建物周辺における航空機衝突によ
る航空機燃料火災，化学火災対応】
再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航
空機燃料火災，化学火災が発生した場合，泡消火又は
放水による消火活動を実施するために必要な設備とし
て放水設備を設けることを説明する。
【3.2.1再処理施設の各建物周辺における航空機衝突に
よる航空機燃料火災，化学火災に対応するための設
備】
〇再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による
航空機燃料火災，化学火災に対応するための設備の設
計に関して，以下の観点について，説明する。
・再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による
航空機燃料火災，化学火災に対応するために用いる設
備構成
・放水設備の系統

〇 －

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
ホイールローダ
可搬型建屋外ホース

－ － －

Ⅵ-1-8-2-7　工場等外への放射性物質等の放出を
抑制するための設備に関する説明書
【2.1 放水設備】
3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する
ための設備
3.1 大気中への放射性物質の放出を抑制
3.1.1 大気中への放射性物質の放出を抑制するた
めの設備
3.2 再処理施設の各建物周辺における航空機衝突
による航空機燃料火災，化学火災対応
3.2.1 再処理施設の各建物周辺における航空機衝
突による航空機燃料火災，化学火災に対応するた
めの設備
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

【2.1 放水設備】
【3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備】
【3.1 大気中への放射性物質の放出を抑制】
【3.1.1 大気中への放射性物質の放出を抑制するための設備】
〇大気中への放射性物質の放出を抑制するための設備の設計に関
して，以下の観点について，説明する。
・大気中への放射性物質の放出を抑制するために用いる設備構成
・放水設備の系統構成
【3.2 再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機
燃料火災，化学火災対応】
【3.2.1 再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空
機燃料火災，化学火災に対応するための設備】
〇再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料
火災，化学火災に対応するための設備の設計に関して，以下の観
点について，説明する。
・大気中への放射性物質の放出を抑制するために用いる設備構成
・再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料
火災，化学火災に対応するために用いる設備構成
・放水設備の系統構成
【Ⅵ-2-3系統図、Ⅵ-2-4配置図、Ⅵ-2-5構造図】
・放水設備の系統構成、設置場所について、系統図、配置図にて
説明する。
・放水設備の構造について、構造図にて説明する。

〇 －

第１貯水槽
ホース展張車
運搬車

－ － －

Ⅵ-1-8-2-7　工場等外への放射性物質等の放出を抑制
するための設備に関する説明書
2.1 放水設備
3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための
設備
3.1 大気中への放射性物質の放出を抑制
3.1.1 大気中への放射性物質の放出を抑制するための
設備
3.2 再処理施設の各建物周辺における航空機衝突によ
る航空機燃料火災，化学火災対応
3.2.1 再処理施設の各建物周辺における航空機衝突に
よる航空機燃料火災，化学火災に対応するための設備

Ⅵ-1-8-2-8 重大事故等への対処に必要となる水の供給
設備に関する説明書
3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確保

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処する
ための設備に関する説明書
2. 基本設計方針

【2.1 放水設備】
【3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備】
【3.1 大気中への放射性物質の放出を抑制】
【3.1.1 大気中への放射性物質の放出を抑制するための設備】
〇大気中への放射性物質の放出を抑制するための設備の設計に関して，以下の
観点について，説明する。
・大気中への放射性物質の放出を抑制するために用いる設備構成
・放水設備の系統構成
【3.2 再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災，化
学火災対応】
【3.2.1 再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災，
化学火災に対応するための設備】
〇再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災，化学火
災に対応するための設備の設計に関して，以下の観点について，説明する。
・大気中への放射性物質の放出を抑制するために用いる設備構成
・再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災，化学火
災に対応するために用いる設備構成
・放水設備の系統構成

Ⅵ-1-8-2-8 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に関する説明書
【3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確保】
・放射性物質の放出を抑制するための対処及び航空機燃料火災，化学火災への
対処に係る水供給設備について説明する。

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備に関する説
明書
【2. 基本設計方針】
・放射性物質の放出を抑制するための対処及び航空機燃料火災，化学火災への
対処に係る蒸発乾固に対処するための設備について説明する。

〇 －
第１貯水槽
ホース展張車
運搬車

－ － －

Ⅵ-1-8-2-8 重大事故等への対処に必要となる水
の供給設備に関する説明書
3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確保

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
2. 基本設計方針

Ⅵ-1-8-2-8 重大事故等への対処に必要となる水
の供給設備に関する説明書
【3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確
保】
・放射性物質の放出を抑制するための対処及び航
空機燃料火災，化学火災への対処に係る水供給設
備について説明する。

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
【2. 基本設計方針】
・放射性物質の放出を抑制するための対処及び航
空機燃料火災，化学火災への対処に係る蒸発乾固
に対処するための設備について説明する。

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（（第四十四条 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備（放水設備））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

8
水供給設備については「Ⅰ　Ⅰ-1　第２章　7.3.2.1　水供給設備」に，
代替安全冷却水系については「Ⅰ　Ⅰ-1　第２章　7.4.2.1　代替安全冷
却水系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-8-2-8 重大事故等への対処に必要となる水
の供給設備に関する説明書
3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確保

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
2. 基本設計方針

Ⅵ-1-8-2-8 重大事故等への対処に必要となる水
の供給設備に関する説明書
【3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確
保】
・放射性物質の放出を抑制するための対処及び航
空機燃料火災，化学火災への対処に係る水供給設
備について説明する。

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
【2. 基本設計方針】
・放射性物質の放出を抑制するための対処及び航
空機燃料火災，化学火災への対処に係る蒸発乾固
に対処するための設備について説明する。

－ － － － －

9

放水設備は，再処理施設のうち使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建
屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベ
ル廃液ガラス固化建屋において重大事故等が発生し，大気中への放射性物
質の放出に至るおそれがある場合，大型移送ポンプ車から供給する水を，
可搬型建屋外ホースを介して可搬型放水砲により建物に放水できる設計と
する。

機能要求①
機能要求②

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

設計方針 － － － － －

10 また，セル又は建物へ注水できる設計とする。 機能要求①
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース

設計方針 － － － － －

11

放水設備は，再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃
料火災，化学火災が発生した場合，大型移送ポンプ車から水及び泡消火薬
剤２ｍ３を，可搬型建屋外ホースを介して可搬型放水砲へ供給すること
で，泡消火又は放水による消火活動を行い，航空機燃料火災，化学火災に
対応できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

設計方針

Ⅵ-1-8-2-8 工場等外への放射性物質等の放出を
抑制するための設備に関する説明書
2.1 放水設備
3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する
ための設備
3.2 再処理施設の各建物周辺における航空機衝突
による航空機燃料火災，化学火災対応
3.2.1 再処理施設の各建物周辺における航空機衝
突による航空機燃料火災，化学火災に対応するた
めの設備

【2.1 放水設備】
【3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制す
るための設備】
【3.2 再処理施設の各建物周辺における航空機衝
突による航空機燃料火災，化学火災対応】
【3.2.1 再処理施設の各建物周辺における航空機
衝突による航空機燃料火災，化学火災に対応する
ための設備】
〇再処理施設の各建屋周辺における航空機衝突に
よる航空機燃料火災，化学火災に対応するための
設備の設計に関して，以下の観点について，説明
する。
・再処理施設の各建屋周辺における航空機衝突に
よる航空機燃料火災，化学火災に対応するために
用いる設備構成
・放水設備の系統

－ － － － －

12
放水設備は，移動等により複数の方向から再処理施設の各建物に向けて放
水することが可能な設計とする。

設置要求

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
ホイールローダ
可搬型建屋外ホース

設計方針 － － － － －

13
放水設備の可搬型放水砲は，ホイールローダを用いて運搬できる設計とす
る。

設置要求
可搬型放水砲
ホイールローダ

設計方針 － － － － －

14
建物への放水については，臨界安全に及ぼす影響をあらかじめ考慮して行
うことを，保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

Ⅵ-1-8-2-8 工場等外への放射性物質等の放出を
抑制するための設備に関する説明書
2.1 放水設備
3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する
ための設備
3.1 大気中への放射性物質の放出を抑制
3.1.1 大気中への放射性物質の放出を抑制するた
めの設備

【2.1 放水設備】
【3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制す
るための設備】
【3.1 大気中への放射性物質の放出を抑制】
【3.1.1 大気中への放射性物質の放出を抑制する
ための設備】
〇大気中への放射性物質の放出を抑制するための
設備の設計に関して，以下の観点について，説明
する。
・大気中への放射性物質の放出を抑制するために
用いる設備構成
・放水設備の系統構成

－ － － － －

16

放水設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する放水設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加
工施設における重大事故等対処に同時に対処することを考慮し，十分な数
量を確保することで，共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさな
い設計とする。

機能要求①

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
ホイールローダ
可搬型建屋外ホース

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

【V-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説明
する。

[2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (2) 悪
影響防止]
重大事故等対処設備を共用することによる悪影響
について考慮する事項を説明する。

－ － － － －

17

放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型放水砲及び可搬型建屋外ホースは，
共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障
時のバックアップを含めて必要な数量を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前
処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び
高レベル廃液ガラス固化建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の
外部保管エリアに分散して保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

設計方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.3  多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散

[2.3  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散]
常設重大事故等対処設備及び可搬型重大事故等対
処設備の位置的分散について考慮する事項を説明
する。

－ － － － －

Ⅵ-1-8-2-8 工場等外への放射性物質等の放出を
抑制するための設備に関する説明書
2.1 放水設備
3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する
ための設備
3.1 大気中への放射性物質の放出を抑制
3.1.1 大気中への放射性物質の放出を抑制するた
めの設備

【2.1 放水設備】
【3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制す
るための設備】
【3.1 大気中への放射性物質の放出を抑制】
【3.1.1 大気中への放射性物質の放出を抑制する
ための設備】
〇大気中への放射性物質の放出を抑制するための
設備の設計に関して，以下の観点について，説明
する。
・大気中への放射性物質の放出を抑制するために
用いる設備構成
・放水設備の系統構成

Ⅵ-1-8-2-8 工場等外への放射性物質等の放出を
抑制するための設備に関する説明書
2.1 放水設備
3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する
ための設備
3.1 大気中への放射性物質の放出を抑制
3.1.1 大気中への放射性物質の放出を抑制するた
めの設備
3.2 再処理施設の各建物周辺における航空機衝突
による航空機燃料火災，化学火災対応
3.2.1 再処理施設の各建物周辺における航空機衝
突による航空機燃料火災，化学火災に対応するた
めの設備

【2.1 放水設備】
【3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するため
の設備】
【3.1 大気中への放射性物質の放出を抑制】
【3.1.1 大気中への放射性物質の放出を抑制するため
の設備】
〇大気中への放射性物質の放出を抑制するための設備
の設計に関して，以下の観点について，説明する。
・大気中への放射性物質の放出を抑制するために用い
る設備構成
・放水設備の系統構成
【3.2 再処理施設の各建物周辺における航空機衝突に
よる航空機燃料火災，化学火災対応】
【3.2.1 再処理施設の各建物周辺における航空機衝突
による航空機燃料火災，化学火災に対応するための設
備】
〇再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による
航空機燃料火災，化学火災に対応するための設備の設
計に関して，以下の観点について，説明する。
・再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による
航空機燃料火災，化学火災に対応するために用いる設
備構成
・放水設備の系統
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（（第四十四条 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備（放水設備））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

8
水供給設備については「Ⅰ　Ⅰ-1　第２章　7.3.2.1　水供給設備」に，
代替安全冷却水系については「Ⅰ　Ⅰ-1　第２章　7.4.2.1　代替安全冷
却水系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

9

放水設備は，再処理施設のうち使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建
屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベ
ル廃液ガラス固化建屋において重大事故等が発生し，大気中への放射性物
質の放出に至るおそれがある場合，大型移送ポンプ車から供給する水を，
可搬型建屋外ホースを介して可搬型放水砲により建物に放水できる設計と
する。

機能要求①
機能要求②

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

設計方針

10 また，セル又は建物へ注水できる設計とする。 機能要求①
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース

設計方針

11

放水設備は，再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃
料火災，化学火災が発生した場合，大型移送ポンプ車から水及び泡消火薬
剤２ｍ３を，可搬型建屋外ホースを介して可搬型放水砲へ供給すること
で，泡消火又は放水による消火活動を行い，航空機燃料火災，化学火災に
対応できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

設計方針

12
放水設備は，移動等により複数の方向から再処理施設の各建物に向けて放
水することが可能な設計とする。

設置要求

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
ホイールローダ
可搬型建屋外ホース

設計方針

13
放水設備の可搬型放水砲は，ホイールローダを用いて運搬できる設計とす
る。

設置要求
可搬型放水砲
ホイールローダ

設計方針

14
建物への放水については，臨界安全に及ぼす影響をあらかじめ考慮して行
うことを，保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

16

放水設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する放水設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加
工施設における重大事故等対処に同時に対処することを考慮し，十分な数
量を確保することで，共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさな
い設計とする。

機能要求①

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
ホイールローダ
可搬型建屋外ホース

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

17

放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型放水砲及び可搬型建屋外ホースは，
共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障
時のバックアップを含めて必要な数量を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前
処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び
高レベル廃液ガラス固化建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の
外部保管エリアに分散して保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

設計方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-8-2-8 重大事故等への対処に必要となる水
の供給設備に関する説明書
3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確保

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
2. 基本設計方針

Ⅵ-1-8-2-8 重大事故等への対処に必要となる水
の供給設備に関する説明書
【3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確
保】
・放射性物質の放出を抑制するための対処及び航
空機燃料火災，化学火災への対処に係る水供給設
備について説明する。

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
【2. 基本設計方針】
・放射性物質の放出を抑制するための対処及び航
空機燃料火災，化学火災への対処に係る蒸発乾固
に対処するための設備について説明する。

〇 －

【機能要求②】
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

－ －

<ポンプ>
容量
吐出圧力
原動機
燃料タンク
<主配管>
外径・厚さ

〇 －
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース

－ － －

〇 －

【機能要求②】
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

－ －

<ポンプ>
容量
吐出圧力
原動機
燃料タンク
<主配管>
外径・厚さ

Ⅵ-1-8-2-8 工場等外への放射性物質等の放出を
抑制するための設備に関する説明書
2.1 放水設備
3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する
ための設備
3.2 再処理施設の各建物周辺における航空機衝突
による航空機燃料火災，化学火災対応
3.2.1 再処理施設の各建物周辺における航空機衝
突による航空機燃料火災，化学火災に対応するた
めの設備

【2.1 放水設備】
【3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制す
るための設備】
【3.2 再処理施設の各建物周辺における航空機衝
突による航空機燃料火災，化学火災対応】
【3.2.1 再処理施設の各建物周辺における航空機
衝突による航空機燃料火災，化学火災に対応する
ための設備】
〇再処理施設の各建屋周辺における航空機衝突に
よる航空機燃料火災，化学火災に対応するための
設備の設計に関して，以下の観点について，説明
する。
・再処理施設の各建屋周辺における航空機衝突に
よる航空機燃料火災，化学火災に対応するために
用いる設備構成
・放水設備の系統

〇 －

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
ホイールローダ
可搬型建屋外ホース

－ － －

〇 －
可搬型放水砲
ホイールローダ

－ － －

〇 － 施設共通　基本設計方針 － － －

Ⅵ-1-8-2-8 工場等外への放射性物質等の放出を
抑制するための設備に関する説明書
2.1 放水設備
3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する
ための設備
3.1 大気中への放射性物質の放出を抑制
3.1.1 大気中への放射性物質の放出を抑制するた
めの設備

【2.1 放水設備】
【3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制す
るための設備】
【3.1 大気中への放射性物質の放出を抑制】
【3.1.1 大気中への放射性物質の放出を抑制する
ための設備】
〇大気中への放射性物質の放出を抑制するための
設備の設計に関して，以下の観点について，説明
する。
・大気中への放射性物質の放出を抑制するために
用いる設備構成
・放水設備の系統構成

〇 －

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
ホイールローダ
可搬型建屋外ホース

－ － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

【V-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説明
する。

[2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (2) 悪
影響防止]
重大事故等対処設備を共用することによる悪影響
について考慮する事項を説明する。

〇 －
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

－ － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.3  多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散

[2.3  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散]
常設重大事故等対処設備及び可搬型重大事故等対
処設備の位置的分散について考慮する事項を説明
する。

Ⅵ-1-8-2-8 工場等外への放射性物質等の放出を
抑制するための設備に関する説明書
2.1 放水設備
3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する
ための設備
3.1 大気中への放射性物質の放出を抑制
3.1.1 大気中への放射性物質の放出を抑制するた
めの設備

【2.1 放水設備】
【3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制す
るための設備】
【3.1 大気中への放射性物質の放出を抑制】
【3.1.1 大気中への放射性物質の放出を抑制する
ための設備】
〇大気中への放射性物質の放出を抑制するための
設備の設計に関して，以下の観点について，説明
する。
・大気中への放射性物質の放出を抑制するために
用いる設備構成
・放水設備の系統構成

Ⅵ-1-8-2-8 工場等外への放射性物質等の放出を
抑制するための設備に関する説明書
2.1 放水設備
3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する
ための設備
3.1 大気中への放射性物質の放出を抑制
3.1.1 大気中への放射性物質の放出を抑制するた
めの設備
3.2 再処理施設の各建物周辺における航空機衝突
による航空機燃料火災，化学火災対応
3.2.1 再処理施設の各建物周辺における航空機衝
突による航空機燃料火災，化学火災に対応するた
めの設備

【2.1 放水設備】
【3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するため
の設備】
【3.1 大気中への放射性物質の放出を抑制】
【3.1.1 大気中への放射性物質の放出を抑制するため
の設備】
〇大気中への放射性物質の放出を抑制するための設備
の設計に関して，以下の観点について，説明する。
・大気中への放射性物質の放出を抑制するために用い
る設備構成
・放水設備の系統構成
【3.2 再処理施設の各建物周辺における航空機衝突に
よる航空機燃料火災，化学火災対応】
【3.2.1 再処理施設の各建物周辺における航空機衝突
による航空機燃料火災，化学火災に対応するための設
備】
〇再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による
航空機燃料火災，化学火災に対応するための設備の設
計に関して，以下の観点について，説明する。
・再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による
航空機燃料火災，化学火災に対応するために用いる設
備構成
・放水設備の系統
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（（第四十四条 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備（放水設備））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

18
放水設備の大型移送ポンプ車は，回転体が飛散することを防ぐことで他の
設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 大型移送ポンプ車
設計方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

[2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (2) 悪
影響防止]
・重大事故等対処設備が内部発生飛散物として、
他の設備へ与える悪影響に対して考慮する事項を
説明する。

－ － － － －

19
屋外に保管する放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型放水砲及び可搬型建
屋外ホースは，竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措
置をとることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

運用要求

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース
施設共通 基本設計方針（固縛等の措置）

設計方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

[2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (2) 悪
影響防止]
・重大事故等対処設備の竜巻による悪影響につい
て考慮する事項を説明する。

－ － － － －

20

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する大気中への放射性物質の放出を抑制するた
めに使用する放水設備の大型移送ポンプ車は，使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の最高点である屋上全般にわたって放
水設備の可搬型放水砲で放水するための水を供給する設計とする。

機能要求①
機能要求②

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

21

放水設備の可搬型放水砲で放水する最大の流量が約900ｍ３／ｈであり，
放水設備の可搬型放水砲の２台同時放水を可能にするために，放水設備の
大型移送ポンプ車は，必要な容量を有する設計とするとともに，保有数
は，必要数並びに予備として故障時のバックアップ及び点検保守による待
機除外時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

大型移送ポンプ車

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

22

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する再処理施設の各建物周辺における航空機衝
突による航空機燃料火災，化学火災に使用する放水設備の大型移送ポンプ
車は，再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火
災，化学火災に対応するために放水設備の可搬型放水砲で放水するための
水及び泡消火薬剤を供給する設計とする。

機能要求①
機能要求②

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

23
放水設備の可搬型放水砲で放水する最大の流量が約900ｍ３／ｈに対して
放水設備の大型移送ポンプ車は，必要な容量を有する設計とする。

機能要求② 大型移送ポンプ車

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

24

再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災，化学
火災に使用する放水設備の大型移送ポンプ車の必要数は２台であり，大気
中への放射性物質の放出を抑制するために使用する放水設備の大型移送ポ
ンプ車を使用する設計とする。

機能要求① 大型移送ポンプ車

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

25

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する大気中への放射性物質の放出を抑制するた
めに使用する放水設備の可搬型放水砲は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，
前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及
び高レベル廃液ガラス固化建屋の最高点である屋上全般にわたって放水す
るために必要な容量を有する設計とするとともに，保有数は，必要数及び
予備として故障時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とす
る。

機能要求②
設置要求

可搬型放水砲

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

26

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する再処理施設の各建物周辺における航空機衝
突による航空機燃料火災，化学火災に使用する放水設備の可搬型放水砲
は，再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災，
化学火災に対応するために必要な容量を有する設計とする。

機能要求② 可搬型放水砲

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

27

再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災，化学
火災に使用する放水設備の可搬型放水砲の必要数は１台であり，大気中へ
の放射性物質の放出を抑制するために使用する放水設備の可搬型放水砲を
使用する設計とする。

機能要求① 可搬型放水砲

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

28
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する放水設備の可搬型建屋外ホースは，重大事
故等への対処に必要となる流路を確保するため，保有数は，必要数及び予
備として故障時のバックアップを含め十分な数量を確保する設計とする。

設置要求 可搬型建屋外ホース

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

29

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する放水設備のホイールローダは，可搬型放水
砲を運搬できる設計とするとともに，保有数は，必要数として３台並びに
予備として故障時のバックアップ及び点検保守による待機除外時のバック
アップを４台の合計７台を確保する設計とする。

設置要求 ホイールローダ

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

【V-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説明
する。

[2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (2) 悪
影響防止]
重大事故等対処設備を共用することによる悪影響
について考慮する事項を説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（（第四十四条 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備（放水設備））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

18
放水設備の大型移送ポンプ車は，回転体が飛散することを防ぐことで他の
設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 大型移送ポンプ車
設計方針（悪影響防
止）

19
屋外に保管する放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型放水砲及び可搬型建
屋外ホースは，竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措
置をとることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

運用要求

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース
施設共通 基本設計方針（固縛等の措置）

設計方針（悪影響防
止）

20

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する大気中への放射性物質の放出を抑制するた
めに使用する放水設備の大型移送ポンプ車は，使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の最高点である屋上全般にわたって放
水設備の可搬型放水砲で放水するための水を供給する設計とする。

機能要求①
機能要求②

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

21

放水設備の可搬型放水砲で放水する最大の流量が約900ｍ３／ｈであり，
放水設備の可搬型放水砲の２台同時放水を可能にするために，放水設備の
大型移送ポンプ車は，必要な容量を有する設計とするとともに，保有数
は，必要数並びに予備として故障時のバックアップ及び点検保守による待
機除外時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

大型移送ポンプ車

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

22

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する再処理施設の各建物周辺における航空機衝
突による航空機燃料火災，化学火災に使用する放水設備の大型移送ポンプ
車は，再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火
災，化学火災に対応するために放水設備の可搬型放水砲で放水するための
水及び泡消火薬剤を供給する設計とする。

機能要求①
機能要求②

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

23
放水設備の可搬型放水砲で放水する最大の流量が約900ｍ３／ｈに対して
放水設備の大型移送ポンプ車は，必要な容量を有する設計とする。

機能要求② 大型移送ポンプ車

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

24

再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災，化学
火災に使用する放水設備の大型移送ポンプ車の必要数は２台であり，大気
中への放射性物質の放出を抑制するために使用する放水設備の大型移送ポ
ンプ車を使用する設計とする。

機能要求① 大型移送ポンプ車

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

25

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する大気中への放射性物質の放出を抑制するた
めに使用する放水設備の可搬型放水砲は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，
前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及
び高レベル廃液ガラス固化建屋の最高点である屋上全般にわたって放水す
るために必要な容量を有する設計とするとともに，保有数は，必要数及び
予備として故障時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とす
る。

機能要求②
設置要求

可搬型放水砲

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

26

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する再処理施設の各建物周辺における航空機衝
突による航空機燃料火災，化学火災に使用する放水設備の可搬型放水砲
は，再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災，
化学火災に対応するために必要な容量を有する設計とする。

機能要求② 可搬型放水砲

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

27

再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災，化学
火災に使用する放水設備の可搬型放水砲の必要数は１台であり，大気中へ
の放射性物質の放出を抑制するために使用する放水設備の可搬型放水砲を
使用する設計とする。

機能要求① 可搬型放水砲

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

28
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する放水設備の可搬型建屋外ホースは，重大事
故等への対処に必要となる流路を確保するため，保有数は，必要数及び予
備として故障時のバックアップを含め十分な数量を確保する設計とする。

設置要求 可搬型建屋外ホース

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

29

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する放水設備のホイールローダは，可搬型放水
砲を運搬できる設計とするとともに，保有数は，必要数として３台並びに
予備として故障時のバックアップ及び点検保守による待機除外時のバック
アップを４台の合計７台を確保する設計とする。

設置要求 ホイールローダ

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 － 大型移送ポンプ車 － － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

[2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (2) 悪
影響防止]
・重大事故等対処設備が内部発生飛散物として、
他の設備へ与える悪影響に対して考慮する事項を
説明する。

〇 －

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース
施設共通 基本設計方針（固縛等の措置）

－ － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

[2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (2) 悪
影響防止]
・重大事故等対処設備の竜巻による悪影響につい
て考慮する事項を説明する。

〇 －

【機能要求②】
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

－ －

<ポンプ>
容量
吐出圧力
原動機
燃料タンク
<主配管>
外径・厚さ

〇 －
【機能要求②】
大型移送ポンプ車

－ －
<ポンプ>
容量

〇 －

【機能要求②】
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

－ －

<ポンプ>
容量
吐出圧力
原動機
燃料タンク
<主配管>
外径・厚さ

〇 －
【機能要求②】
大型移送ポンプ車

－ －
<ポンプ>
容量

〇 － 大型移送ポンプ車 － － －

〇 －
【機能要求②】
可搬型放水砲

－ －
<主配管>
外径・厚さ

〇 －
【機能要求②】
可搬型放水砲

－ －
<主配管>
外径・厚さ

〇 － 可搬型放水砲 － － －

〇 － 可搬型建屋外ホース － － －

〇 － ホイールローダ － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

【V-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説明
する。

[2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (2) 悪
影響防止]
重大事故等対処設備を共用することによる悪影響
について考慮する事項を説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（（第四十四条 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備（放水設備））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

30
放水設備の大型移送ポンプ車及び可搬型放水砲は，汽水の影響に対して耐
腐食性材料を使用する設計とする。

機能要求①
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.4  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

[2.4  環境条件等 (1)環境条件]
・重大事故時に汽水を供給する系統への影響を説
明する。

－ － － － －

31
屋外に保管する放水設備の大型移送ポンプ車及び可搬型放水砲は，風（台
風）及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，当該
設備の転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とする。

運用要求
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
施設共通 基本設計方針（固縛等の措置）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

－ － － － －

32
屋外に保管する放水設備の可搬型建屋外ホースは，風（台風）及び竜巻に
対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，収納するコンテナ等
に対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とする。

運用要求
可搬型建屋外ホース
施設共通 基本設計方針（固縛等の措置）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

－ － － － －

33

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる放水設備の大
型移送ポンプ車は，「9.2.7 地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計」に基づく設計とすることで，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

冒頭宣言 施設共通　基本設計方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.4  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

[2.4  環境条件等 (1)環境条件]
可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事
故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，
放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮
できるよう，その設置場所(使用場所)及び保管場
所に応じた耐環境性を有する設計とする。
（以下省略）

－ － － － －

34

放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型放水砲及び可搬型建屋外ホースは，
内部発生飛散物の影響を考慮し，外部保管エリアの内部発生飛散物の影響
を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

冒頭宣言
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.4  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

[2.4  環境条件等 (1)環境条件]
・重大事故等対処設備に対する周辺機器等からの
影響のうち内部発生飛散物に対する防護方針を説
明する。

－ － － － －

35
放水設備の大型移送ポンプ車及び可搬型放水砲は，想定される重大事故等
が発生した場合においても操作に支障がないように線量率の高くなるおそ
れの少ない屋外で操作可能な設計とする。

設置要求
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲

設計方針（環境条件等
（重大事故等対処設備
の設置場所））

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.4  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

[2.4  環境条件等 (1)環境条件]
・重大事故等対処設備の設置場所等における放射
線による影響対策について説明する。

－ － － － －

36
放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型放水砲及び可搬型建屋外ホースは，
簡便なコネクタ接続に統一することにより，速やかに，容易かつ確実に現
場での接続が可能な設計とする。

機能要求①
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
(1)　操作性の確保

[2.5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確
保]
・重大事故等対処設備の操作性を説明する。

－ － － － －

37

放水設備の大型移送ポンプ車は，通常時において，重大事故等への対処に
必要な機能を確認するため，外観点検，員数確認，性能確認，分解点検等
が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可
能な設計とする。

機能要求① 大型移送ポンプ車
設計方針（試験・検査
性）

－ － － － －

38
放水設備の大型移送ポンプ車は，車両として運転状態の確認が可能な設計
とする。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とす
る。

機能要求① 大型移送ポンプ車
設計方針（試験・検査
性）

－ － － － －

39
放水設備の可搬型放水砲は，通常時において，重大事故等への対処に必要
な機能を確認するため，外観の確認が可能な設計とする。また，当該機能
を健全に維持するため，取替え等が可能な設計とする。

機能要求① 可搬型放水砲
設計方針（試験・検査
性）

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.4  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

[2.4  環境条件等 (1)環境条件]
・可搬型重大事故等対処設備に対する自然現象か
らの防護方針を説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
(2)　試験・検査性

[2.5 操作性及び試験・検査性 (2) 試験・検査
性]
・重大事故等対処設備の試験・検査性を説明す
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（（第四十四条 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備（放水設備））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

30
放水設備の大型移送ポンプ車及び可搬型放水砲は，汽水の影響に対して耐
腐食性材料を使用する設計とする。

機能要求①
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

31
屋外に保管する放水設備の大型移送ポンプ車及び可搬型放水砲は，風（台
風）及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，当該
設備の転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とする。

運用要求
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
施設共通 基本設計方針（固縛等の措置）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

32
屋外に保管する放水設備の可搬型建屋外ホースは，風（台風）及び竜巻に
対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，収納するコンテナ等
に対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とする。

運用要求
可搬型建屋外ホース
施設共通 基本設計方針（固縛等の措置）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

33

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる放水設備の大
型移送ポンプ車は，「9.2.7 地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計」に基づく設計とすることで，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

冒頭宣言 施設共通　基本設計方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

34

放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型放水砲及び可搬型建屋外ホースは，
内部発生飛散物の影響を考慮し，外部保管エリアの内部発生飛散物の影響
を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

冒頭宣言
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

35
放水設備の大型移送ポンプ車及び可搬型放水砲は，想定される重大事故等
が発生した場合においても操作に支障がないように線量率の高くなるおそ
れの少ない屋外で操作可能な設計とする。

設置要求
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲

設計方針（環境条件等
（重大事故等対処設備
の設置場所））

36
放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型放水砲及び可搬型建屋外ホースは，
簡便なコネクタ接続に統一することにより，速やかに，容易かつ確実に現
場での接続が可能な設計とする。

機能要求①
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

設計方針（操作性の確
保）

37

放水設備の大型移送ポンプ車は，通常時において，重大事故等への対処に
必要な機能を確認するため，外観点検，員数確認，性能確認，分解点検等
が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可
能な設計とする。

機能要求① 大型移送ポンプ車
設計方針（試験・検査
性）

38
放水設備の大型移送ポンプ車は，車両として運転状態の確認が可能な設計
とする。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とす
る。

機能要求① 大型移送ポンプ車
設計方針（試験・検査
性）

39
放水設備の可搬型放水砲は，通常時において，重大事故等への対処に必要
な機能を確認するため，外観の確認が可能な設計とする。また，当該機能
を健全に維持するため，取替え等が可能な設計とする。

機能要求① 可搬型放水砲
設計方針（試験・検査
性）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 －
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲

－ － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.4  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

[2.4  環境条件等 (1)環境条件]
・重大事故時に汽水を供給する系統への影響を説
明する。

〇 －
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
施設共通 基本設計方針（固縛等の措置）

－ － －

〇 －
可搬型建屋外ホース
施設共通 基本設計方針（固縛等の措置）

－ － －

〇 － 施設共通　基本設計方針 － － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.4  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

[2.4  環境条件等 (1)環境条件]
可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事
故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，
放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮
できるよう，その設置場所(使用場所)及び保管場
所に応じた耐環境性を有する設計とする。
（以下省略）

〇 －
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

－ － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.4  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

[2.4  環境条件等 (1)環境条件]
・重大事故等対処設備に対する周辺機器等からの
影響のうち内部発生飛散物に対する防護方針を説
明する。

〇 －
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲

－ － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.4  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

[2.4  環境条件等 (1)環境条件]
・重大事故等対処設備の設置場所等における放射
線による影響対策について説明する。

〇 －
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

－ － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
(1)　操作性の確保

[2.5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確
保]
・重大事故等対処設備の操作性を説明する。

〇 － 大型移送ポンプ車 － － －

〇 － 大型移送ポンプ車 － － －

〇 － 可搬型放水砲 － － －

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.4  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

[2.4  環境条件等 (1)環境条件]
・可搬型重大事故等対処設備に対する自然現象か
らの防護方針を説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.5 操作性及び試験・検査性
(2)　試験・検査性

[2.5 操作性及び試験・検査性 (2) 試験・検査
性]
・重大事故等対処設備の試験・検査性を説明す
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（（第四十四条 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備（注水設備））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

40

7.13.2　注水設備
再処理施設のうち使用済燃料受入れ・貯蔵建屋において重大事故等が発生
し，工場等外への放射線の放出に至るおそれがある場合，燃料貯蔵プール
等へ注水し，放射線の放出を抑制するために必要な重大事故等対処設備と
して，注水設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

41
注水設備は，大型移送ポンプ車，可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内
ホースで構成する。

機能要求①
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース
可搬型建屋内ホース

基本方針 － － － － －

42
大型移送ポンプ車及び可搬型建屋外ホースは，放水設備と兼用し，可搬型
建屋内ホースはスプレイ設備と兼用する設計とする。

設置要求
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース
可搬型建屋内ホース

基本方針 － － － － －

43
放射線の放出を抑制するための対処では，水供給設備の一部である第１貯
水槽，スプレイ設備の一部である可搬型建屋内ホース，代替安全冷却水系
の一部であるホース展張車及び運搬車を使用する。

機能要求①

第１貯水槽
可搬型建屋内ホース
ホース展張車
運搬車

設計方針（設備構成）

Ⅵ-1-8-2-7 工場等外への放射性物質等の放出を抑制す
るための設備に関する説明書
2.2 注水設備
3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための
設備
3.3 工場等外への放射線の放出を抑制
3.3.1 工場等外への放射線の放出を抑制するための設
備

Ⅵ-1-8-2-8 重⼤事故等への対処に必要となる⽔の供給
設備に関する説明書
3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確保

Ⅵ-1-8-2-5 使⽤済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備に
関する説明書
3.2.1 燃料貯蔵プール等への水のスプレイに使用する
設備

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処する
ための設備に関する説明書
2. 基本設計方針

【2.2 注水設備】
【3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備】
【3.3 工場等外への放射線の放出を抑制】
【3.3.1 工場等外への放射線の放出を抑制するための設備】
〇工場等外への放射線の放出を抑制するための設備の設計に関し
て，以下の観点について，説明する。
・工場等外への放射線の放出を抑制するために用いる設備構成
・注水設備の系統構成

Ⅵ-1-8-2-8 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に関す
る説明書
【3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確保】
・工場等外への放射線の放出を抑制するための対処に用いる水供
給設備について説明する。

Ⅵ-1-8-2-5 使⽤済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備に関する説明
書
【3.2.1 燃料貯蔵プール等への水のスプレイに使用する設備】
・工場等外への放射線の放出を抑制するための対処に用いる使⽤
済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備について説明する。

Ⅵ-1-8-2-2　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設
備に関する説明書
【2. 基本設計方針】
・工場等外への放射線の放出を抑制するための対処に用いる蒸発
乾固に対処するための設備について説明する。

－ － － － －

44

水供給設備の一部である第１貯水槽を常設重大事故等対処設備として設置
する。
スプレイ設備の一部である可搬型建屋内ホース，代替安全冷却水系の一部
であるホース展張車及び運搬車を可搬型重大事故等対処設備として配備す
る。

機能要求①

第１貯水槽
可搬型建屋内ホース
ホース展張車
運搬車

設計方針（設備構成）

Ⅵ-1-8-2-8 ⼤事故等への対処に必要となる⽔の
供給設備に関する説明書
3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確保

Ⅵ-1-8-2-5 使⽤済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
3.2.1 燃料貯蔵プール等への水のスプレイに使用
する設備

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
2. 基本設計方針

Ⅵ-1-8-2-8 ⼤事故等への対処に必要となる⽔の供給設
備に関する説明書
【3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確保】
・工場等外への放射線の放出を抑制するための対処に
用いる水供給設備について説明する。

Ⅵ-1-8-2-5 使⽤済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備に
関する説明書
【3.2.1 燃料貯蔵プール等への水のスプレイに使用す
る設備】
・工場等外への放射線の放出を抑制するための対処に
用いる使⽤済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備につい
て説明する。

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処する
ための設備に関する説明書
【2. 基本設計方針】
・工場等外への放射線の放出を抑制するための対処に
用いる蒸発乾固に対処するための設備について説明す
る。

－ － － － －

45

放水設備については，「Ⅰ　Ⅰ-1　第２章　7.13.1　放水設備」に，水供
給設備については「Ⅰ　Ⅰ-1　第２章　7.3.2.1　水供給設備」に，スプ
レイ設備については「Ⅰ　Ⅰ-1　第２章　1.2.2　スプレイ設備」に，代
替安全冷却水系については「Ⅰ　Ⅰ-1　第２章　7.4.2.1　代替安全冷却
水系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-8-2-7 ⼯場等外への放射性物質の放出を抑制する
ための設備に関する説明書
2.2 注水設備
3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための
設備
3.3 工場等外への放射線の放出を抑制
3.3.1 工場等外への放射線の放出を抑制するための設
備

Ⅵ-1-8-2-8 ⼤事故等への対処に必要となる⽔の供給設
備に関する説明書
3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確保

Ⅵ-1-8-2-5 使⽤済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備に
関する説明書
3.2.1 燃料貯蔵プール等への水のスプレイに使用する
設備

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処する
ための設備に関する説明書
2. 基本設計方針

Ⅵ-1-8-2-7 ⼯場等外への放射性物質の放出を抑制するための設備
に関する説明書
【2.2 注水設備】
【3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備】
【3.3 工場等外への放射線の放出を抑制】
【3.3.1 工場等外への放射線の放出を抑制するための設備】
・工場等外への放射線の放出を抑制するための対処に用いる放水
設備について説明する。

Ⅵ-1-8-2-8 ⼤事故等への対処に必要となる⽔の供給設備に関する
説明書
【3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確保】
・工場等外への放射線の放出を抑制するための対処に用いる水供
給設備について説明する。

Ⅵ-1-8-2-5 使⽤済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備に関する説明
書
【3.2.1 燃料貯蔵プール等への水のスプレイに使用する設備】
・工場等外への放射線の放出を抑制するための対処に用いる使⽤
済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備について説明する。

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備
に関する説明書
【2. 基本設計方針】
・工場等外への放射線の放出を抑制するための対処に用いる蒸発
乾固に対処するための設備について説明する。

－ － － － －

46

注水設備は，燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因によ
り燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下し，工場等外への放射線の放出に
至るおそれがある場合，工場等外への放射線の放出を抑制するために，大
型移送ポンプ車から供給する水を，可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内
ホースを介して燃料貯蔵プール等へ注水できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース
可搬型建屋内ホース

設計方針

Ⅵ-1-8-2-7 工場等外への放射性物質等の放出を
抑制するための設備に関する説明書
2.2 注水設備
3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する
ための設備
3.3 工場等外への放射線の放出を抑制
3.3.1 工場等外への放射線の放出を抑制するため
の設備

【2.2 注水設備】
【3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制す
るための設備】
【3.3 工場等外への放射線の放出を抑制】
【3.3.1 工場等外への放射線の放出を抑制するた
めの設備】
〇工場等外への放射線の放出を抑制するための設
備の設計に関して，以下の観点について，説明す
る。
・工場等外への放射線の放出を抑制するために用
いる設備構成
・注水設備の系統構成

－ － － － －

47

注水設備の大型移送ポンプ車は，共通要因によって補給水設備と同時にそ
の機能が損なわれるおそれがないように，電動駆動ポンプにより構成され
る補給水設備とは異なる駆動方式である水冷式のディーゼルエンジンによ
り駆動し，必要な燃料は，補機駆動用燃料補給設備からの補給が可能な設
計とすることで，補給水設備に対して多様性を有する設計とする。

設置要求 大型移送ポンプ車
設計方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

－ － － － －

48

注水設備の大型移送ポンプ車，可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホー
スは，共通要因によって補給水設備と同時にその機能が損なわれるおそれ
がないように，故障時のバックアップを含めて必要な数量を補給水設備が
設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリ
アに分散して保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース
可搬型建屋内ホース

設計方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

－ － － － －

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

Ⅵ-1-8-2-7 工場等外への放射性物質等の放出を
抑制するための設備に関する説明書
2.2 注水設備
3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する
ための設備
3.3 工場等外への放射線の放出を抑制
3.3.1 工場等外への放射線の放出を抑制するため
の設備

【2.2注水設備】
【3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制す
るための設備】
【3.3 工場等外への放射線の放出を抑制】
再処理施設のうち使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に
おいて重大事故等が発生し，工場等外への放射線
の放出に至るおそれがある場合，燃料貯蔵プール
等へ注水し，放射線の放出を抑制するための設備
として，注水設備を設けることを説明する。
【3.3.1 工場等外への放射線の放出を抑制するた
めの設備】
〇工場等外への放射線の放出を抑制するための設
備の設計に関して，以下の観点について，説明す
る。
・工場等外への放射線の放出を抑制するために用
いる設備構成
・注水設備の系統構成

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.3  多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散

[2.3  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散]
常設重大事故等対処設備及び可搬型重大事故等対
処設備の位置的分散について考慮する事項を説明
する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（（第四十四条 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備（注水設備））

別紙２

40

7.13.2　注水設備
再処理施設のうち使用済燃料受入れ・貯蔵建屋において重大事故等が発生
し，工場等外への放射線の放出に至るおそれがある場合，燃料貯蔵プール
等へ注水し，放射線の放出を抑制するために必要な重大事故等対処設備と
して，注水設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

41
注水設備は，大型移送ポンプ車，可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内
ホースで構成する。

機能要求①
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース
可搬型建屋内ホース

基本方針

42
大型移送ポンプ車及び可搬型建屋外ホースは，放水設備と兼用し，可搬型
建屋内ホースはスプレイ設備と兼用する設計とする。

設置要求
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース
可搬型建屋内ホース

基本方針

43
放射線の放出を抑制するための対処では，水供給設備の一部である第１貯
水槽，スプレイ設備の一部である可搬型建屋内ホース，代替安全冷却水系
の一部であるホース展張車及び運搬車を使用する。

機能要求①

第１貯水槽
可搬型建屋内ホース
ホース展張車
運搬車

設計方針（設備構成）

44

水供給設備の一部である第１貯水槽を常設重大事故等対処設備として設置
する。
スプレイ設備の一部である可搬型建屋内ホース，代替安全冷却水系の一部
であるホース展張車及び運搬車を可搬型重大事故等対処設備として配備す
る。

機能要求①

第１貯水槽
可搬型建屋内ホース
ホース展張車
運搬車

設計方針（設備構成）

45

放水設備については，「Ⅰ　Ⅰ-1　第２章　7.13.1　放水設備」に，水供
給設備については「Ⅰ　Ⅰ-1　第２章　7.3.2.1　水供給設備」に，スプ
レイ設備については「Ⅰ　Ⅰ-1　第２章　1.2.2　スプレイ設備」に，代
替安全冷却水系については「Ⅰ　Ⅰ-1　第２章　7.4.2.1　代替安全冷却
水系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

46

注水設備は，燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因によ
り燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下し，工場等外への放射線の放出に
至るおそれがある場合，工場等外への放射線の放出を抑制するために，大
型移送ポンプ車から供給する水を，可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内
ホースを介して燃料貯蔵プール等へ注水できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース
可搬型建屋内ホース

設計方針

47

注水設備の大型移送ポンプ車は，共通要因によって補給水設備と同時にそ
の機能が損なわれるおそれがないように，電動駆動ポンプにより構成され
る補給水設備とは異なる駆動方式である水冷式のディーゼルエンジンによ
り駆動し，必要な燃料は，補機駆動用燃料補給設備からの補給が可能な設
計とすることで，補給水設備に対して多様性を有する設計とする。

設置要求 大型移送ポンプ車
設計方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

48

注水設備の大型移送ポンプ車，可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホー
スは，共通要因によって補給水設備と同時にその機能が損なわれるおそれ
がないように，故障時のバックアップを含めて必要な数量を補給水設備が
設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリ
アに分散して保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース
可搬型建屋内ホース

設計方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

〇 － 基本方針 － － －

〇 －

大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース
可搬型建屋内ホース
※本項で整理される設備はすべて兼用するため、
兼用先で記載されるべき事項を記載する。

－ － －

〇 －

大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース
可搬型建屋内ホース
※本項で整理される設備はすべて兼用するため、
兼用先で記載されるべき事項を記載する。

－ － －

〇 －

第１貯水槽
可搬型建屋内ホース
ホース展張車
運搬車

－ － －

Ⅵ-1-8-2-7 工場等外への放射性物質等の放出を抑制す
るための設備に関する説明書
2.2 注水設備
3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための
設備
3.3 工場等外への放射線の放出を抑制
3.3.1 工場等外への放射線の放出を抑制するための設
備

Ⅵ-1-8-2-8 重⼤事故等への対処に必要となる⽔の供給
設備に関する説明書
3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確保

Ⅵ-1-8-2-5 使⽤済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備に
関する説明書
3.2.1 燃料貯蔵プール等への水のスプレイに使用する
設備

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処する
ための設備に関する説明書
2. 基本設計方針

【2.2 注水設備】
【3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備】
【3.3 工場等外への放射線の放出を抑制】
【3.3.1 工場等外への放射線の放出を抑制するための設備】
〇工場等外への放射線の放出を抑制するための設備の設計に関し
て，以下の観点について，説明する。
・工場等外への放射線の放出を抑制するために用いる設備構成
・注水設備の系統構成

Ⅵ-1-8-2-8 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に関す
る説明書
【3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確保】
・工場等外への放射線の放出を抑制するための対処に用いる水供
給設備について説明する。

Ⅵ-1-8-2-5 使⽤済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備に関する説明
書
【3.2.1 燃料貯蔵プール等への水のスプレイに使用する設備】
・工場等外への放射線の放出を抑制するための対処に用いる使⽤
済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備について説明する。

Ⅵ-1-8-2-2　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設
備に関する説明書
【2. 基本設計方針】
・工場等外への放射線の放出を抑制するための対処に用いる蒸発
乾固に対処するための設備について説明する。

〇 －

第１貯水槽
可搬型建屋内ホース
ホース展張車
運搬車

－ － －

Ⅵ-1-8-2-8 ⼤事故等への対処に必要となる⽔の
供給設備に関する説明書
3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確保

Ⅵ-1-8-2-5 使⽤済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書
3.2.1 燃料貯蔵プール等への水のスプレイに使用
する設備

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
2. 基本設計方針

Ⅵ-1-8-2-8 ⼤事故等への対処に必要となる⽔の供給設
備に関する説明書
【3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確保】
・工場等外への放射線の放出を抑制するための対処に
用いる水供給設備について説明する。

Ⅵ-1-8-2-5 使⽤済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備に
関する説明書
【3.2.1 燃料貯蔵プール等への水のスプレイに使用す
る設備】
・工場等外への放射線の放出を抑制するための対処に
用いる使⽤済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備につい
て説明する。

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処する
ための設備に関する説明書
【2. 基本設計方針】
・工場等外への放射線の放出を抑制するための対処に
用いる蒸発乾固に対処するための設備について説明す
る。

〇 － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-8-2-7 ⼯場等外への放射性物質の放出を抑制する
ための設備に関する説明書
2.2 注水設備
3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための
設備
3.3 工場等外への放射線の放出を抑制
3.3.1 工場等外への放射線の放出を抑制するための設
備

Ⅵ-1-8-2-8 ⼤事故等への対処に必要となる⽔の供給設
備に関する説明書
3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確保

Ⅵ-1-8-2-5 使⽤済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備に
関する説明書
3.2.1 燃料貯蔵プール等への水のスプレイに使用する
設備

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処する
ための設備に関する説明書
2. 基本設計方針

Ⅵ-1-8-2-7 ⼯場等外への放射性物質の放出を抑制するための設備
に関する説明書
【2.2 注水設備】
【3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備】
【3.3 工場等外への放射線の放出を抑制】
【3.3.1 工場等外への放射線の放出を抑制するための設備】
・工場等外への放射線の放出を抑制するための対処に用いる放水
設備について説明する。

Ⅵ-1-8-2-8 ⼤事故等への対処に必要となる⽔の供給設備に関する
説明書
【3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確保】
・工場等外への放射線の放出を抑制するための対処に用いる水供
給設備について説明する。

Ⅵ-1-8-2-5 使⽤済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備に関する説明
書
【3.2.1 燃料貯蔵プール等への水のスプレイに使用する設備】
・工場等外への放射線の放出を抑制するための対処に用いる使⽤
済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備について説明する。

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備
に関する説明書
【2. 基本設計方針】
・工場等外への放射線の放出を抑制するための対処に用いる蒸発
乾固に対処するための設備について説明する。

〇 －

【機能要求②】
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース
可搬型建屋内ホース
※本項で整理される設備はすべて兼用するため、
兼用先で記載されるべき事項を記載する。

－ －

<ポンプ>
容量
吐出圧力
原動機
燃料タンク
<主配管>
外径・厚さ

Ⅵ-1-8-2-7 工場等外への放射性物質等の放出を
抑制するための設備に関する説明書
2.2 注水設備
3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する
ための設備
3.3 工場等外への放射線の放出を抑制
3.3.1 工場等外への放射線の放出を抑制するため
の設備

【2.2 注水設備】
【3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制す
るための設備】
【3.3 工場等外への放射線の放出を抑制】
【3.3.1 工場等外への放射線の放出を抑制するた
めの設備】
〇工場等外への放射線の放出を抑制するための設
備の設計に関して，以下の観点について，説明す
る。
・工場等外への放射線の放出を抑制するために用
いる設備構成
・注水設備の系統構成

〇 －
大型移送ポンプ車
※本項で整理される設備はすべて兼用するため、
兼用先で記載されるべき事項を記載する。

－ － －

〇 －

大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース
可搬型建屋内ホース
※本項で整理される設備はすべて兼用するため、
兼用先で記載されるべき事項を記載する。

－ － －

第２回

Ⅵ-1-8-2-7 工場等外への放射性物質等の放出を
抑制するための設備に関する説明書
2.2 注水設備
3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する
ための設備
3.3 工場等外への放射線の放出を抑制
3.3.1 工場等外への放射線の放出を抑制するため
の設備

【2.2注水設備】
【3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制す
るための設備】
【3.3 工場等外への放射線の放出を抑制】
再処理施設のうち使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に
おいて重大事故等が発生し，工場等外への放射線
の放出に至るおそれがある場合，燃料貯蔵プール
等へ注水し，放射線の放出を抑制するための設備
として，注水設備を設けることを説明する。
【3.3.1 工場等外への放射線の放出を抑制するた
めの設備】
〇工場等外への放射線の放出を抑制するための設
備の設計に関して，以下の観点について，説明す
る。
・工場等外への放射線の放出を抑制するために用
いる設備構成
・注水設備の系統構成

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.3  多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散

[2.3  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散]
常設重大事故等対処設備及び可搬型重大事故等対
処設備の位置的分散について考慮する事項を説明
する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（（第四十四条 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備（注水設備））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

49
注水設備の大型移送ポンプ車は，回転体が飛散することを防ぐことで他の
設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 大型移送ポンプ車
設計方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

[2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (2) 悪
影響防止]
・重大事故等対処設備が内部発生飛散物として、
他の設備へ与える悪影響に対して考慮する事項を
説明する。

－ － － － －

50
屋外に保管する注水設備の大型移送ポンプ車，可搬型建屋外ホース及び可
搬型建屋内ホースは，竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて固縛
等の措置をとることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

運用要求

大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース
可搬型建屋内ホース
施設共通 基本設計方針（固縛等の措置）

設計方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

[2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (2) 悪
影響防止]
・重大事故等対処設備の竜巻による悪影響につい
て考慮する事項を説明する。

－ － － － －

51
注水設備の大型移送ポンプ車は，燃料貯蔵プール等へ大容量の注水を行う
ための必要な容量を有する設計とする。

機能要求② 大型移送ポンプ車
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

52
注水設備の大型移送ポンプ車の必要数は２台であり，「7.13.1　放水設
備」の大型移送ポンプ車を兼用する設計とする。

設置要求 大型移送ポンプ車
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

53

燃料貯蔵プール等への水のスプレイで使用する大型移送ポンプ車は，燃料
貯蔵プール等へ水をスプレイするために必要な容量を有する設計とすると
ともに，保有数は，必要数として２台であり，「7.13.1　放水設備」の大
型移送ポンプ車を兼用する設計とする。

機能要求②
設置要求

大型移送ポンプ車
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

54
注水設備の可搬型建屋外ホースは，重大事故等への対処に必要となる流路
を確保するため，保有数は，必要数及び予備として故障時のバックアップ
を含め十分な数量を確保する設計とする。

設置要求 可搬型建屋外ホース
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

55
注水設備の可搬型建屋外ホースは，「7.13.1　放水設備」の可搬型建屋外
ホースと兼用する設計とする。

設置要求 可搬型建屋外ホース
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

56
注水設備の可搬型建屋内ホースは，重大事故等への対処に必要となる流路
を確保するため，保有数は，必要数及び予備として故障時のバックアップ
を含め十分な数量を確保する設計とする。

設置要求 可搬型建屋内ホース
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

57
注水設備の可搬型建屋内ホースは，「1.2.2　スプレイ設備」の可搬型建
屋内ホースと兼用する設計とする。

設置要求 可搬型建屋内ホース
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

58
注水設備の大型移送ポンプ車は，汽水の影響に対して耐腐食性材料を使用
する設計とする。

機能要求① 大型移送ポンプ車
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.4  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

[2.4  環境条件等 (1)環境条件]
・重大事故時に汽水を供給する系統への影響を説
明する。

－ － － － －

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

【V-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説明
する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（（第四十四条 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備（注水設備））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

49
注水設備の大型移送ポンプ車は，回転体が飛散することを防ぐことで他の
設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 大型移送ポンプ車
設計方針（悪影響防
止）

50
屋外に保管する注水設備の大型移送ポンプ車，可搬型建屋外ホース及び可
搬型建屋内ホースは，竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて固縛
等の措置をとることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

運用要求

大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース
可搬型建屋内ホース
施設共通 基本設計方針（固縛等の措置）

設計方針（悪影響防
止）

51
注水設備の大型移送ポンプ車は，燃料貯蔵プール等へ大容量の注水を行う
ための必要な容量を有する設計とする。

機能要求② 大型移送ポンプ車
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

52
注水設備の大型移送ポンプ車の必要数は２台であり，「7.13.1　放水設
備」の大型移送ポンプ車を兼用する設計とする。

設置要求 大型移送ポンプ車
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

53

燃料貯蔵プール等への水のスプレイで使用する大型移送ポンプ車は，燃料
貯蔵プール等へ水をスプレイするために必要な容量を有する設計とすると
ともに，保有数は，必要数として２台であり，「7.13.1　放水設備」の大
型移送ポンプ車を兼用する設計とする。

機能要求②
設置要求

大型移送ポンプ車
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

54
注水設備の可搬型建屋外ホースは，重大事故等への対処に必要となる流路
を確保するため，保有数は，必要数及び予備として故障時のバックアップ
を含め十分な数量を確保する設計とする。

設置要求 可搬型建屋外ホース
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

55
注水設備の可搬型建屋外ホースは，「7.13.1　放水設備」の可搬型建屋外
ホースと兼用する設計とする。

設置要求 可搬型建屋外ホース
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

56
注水設備の可搬型建屋内ホースは，重大事故等への対処に必要となる流路
を確保するため，保有数は，必要数及び予備として故障時のバックアップ
を含め十分な数量を確保する設計とする。

設置要求 可搬型建屋内ホース
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

57
注水設備の可搬型建屋内ホースは，「1.2.2　スプレイ設備」の可搬型建
屋内ホースと兼用する設計とする。

設置要求 可搬型建屋内ホース
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

58
注水設備の大型移送ポンプ車は，汽水の影響に対して耐腐食性材料を使用
する設計とする。

機能要求① 大型移送ポンプ車
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 －
大型移送ポンプ車
※本項で整理される設備はすべて兼用するため、
兼用先で記載されるべき事項を記載する。

－ － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

[2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (2) 悪
影響防止]
・重大事故等対処設備が内部発生飛散物として、
他の設備へ与える悪影響に対して考慮する事項を
説明する。

〇 －

大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース
可搬型建屋内ホース
施設共通 基本設計方針（固縛等の措置）
※本項で整理される設備はすべて兼用するため、
兼用先で記載されるべき事項を記載する。

－ － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

[2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (2) 悪
影響防止]
・重大事故等対処設備の竜巻による悪影響につい
て考慮する事項を説明する。

〇 －

【機能要求②】
大型移送ポンプ車
※本項で整理される設備はすべて兼用するため、
兼用先で記載されるべき事項を記載する。

－ －

<ポンプ>
容量
吐出圧力
原動機
燃料タンク

〇 －
大型移送ポンプ車
※本項で整理される設備はすべて兼用するため、
兼用先で記載されるべき事項を記載する。

－ － －

〇 －

【機能要求②】
大型移送ポンプ車
※本項で整理される設備はすべて兼用するため、
兼用先で記載されるべき事項を記載する。

－ －

<ポンプ>
容量
吐出圧力
原動機
燃料タンク

〇 －
可搬型建屋外ホース
※本項で整理される設備はすべて兼用するため、
兼用先で記載されるべき事項を記載する。

－ － －

〇 －
可搬型建屋外ホース
※本項で整理される設備はすべて兼用するため、
兼用先で記載されるべき事項を記載する。

－ － －

〇 －
可搬型建屋内ホース
※本項で整理される設備はすべて兼用するため、
兼用先で記載されるべき事項を記載する。

－ － －

〇 －
可搬型建屋内ホース
※本項で整理される設備はすべて兼用するため、
兼用先で記載されるべき事項を記載する。

－ － －

〇 －
大型移送ポンプ車
※本項で整理される設備はすべて兼用するため、
兼用先で記載されるべき事項を記載する。

－ － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.4  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

[2.4  環境条件等 (1)環境条件]
・重大事故時に汽水を供給する系統への影響を説
明する。

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

【V-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説明
する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（（第四十四条 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備（注水設備））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

59
屋外に保管する注水設備の大型移送ポンプ車は，風（台風）及び竜巻に対
して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，当該設備の転倒防止，
固縛等の措置を講じて保管する設計とする。

運用要求
大型移送ポンプ車
施設共通 基本設計方針（固縛等の措置）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

－ － － － －

60

屋外に保管する注水設備の可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホース
は，風（台風）及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考
慮し，収納するコンテナ等に対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管
する設計とする。

運用要求
可搬型建屋外ホース
可搬型建屋内ホース
施設共通 基本設計方針（固縛等の措置）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

－ － － － －

61

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる注水設備の大
型移送ポンプ車は，「9.2.7地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計」に基づく設計とすることで，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

冒頭宣言 施設共通　基本設計方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.4  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

[2.4  環境条件等 (1)環境条件]
・可搬型重大事故等対処設備に対する設計基準事
故において想定した条件より厳しい条件の要因と
なる事象からの防護方針を説明する。

－ － － － －

62

注水設備の大型移送ポンプ車，可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホー
スは，内部発生飛散物の影響を考慮し，外部保管エリアの内部発生飛散物
の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース
可搬型建屋内ホース

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.4  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

[2.4  環境条件等 (1)環境条件]
・重大事故等対処設備に対する周辺機器等からの
影響のうち内部発生飛散物に対する防護方針を説
明する。

－ － － － －

63
注水設備の大型移送ポンプ車は，想定される重大事故等が発生した場合に
おいても操作に支障がないように線量率の高くなるおそれの少ない屋外で
操作可能な設計とする。

設置要求 大型移送ポンプ車
設計方針（環境条件等
（重大事故等対処設備
の設置場所））

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.4  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

[2.4  環境条件等 (1)環境条件]
・重大事故等対処設備の設置場所等における放射
線による影響対策について説明する。

－ － － － －

64
注水設備の大型移送ポンプ車，可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホー
スは，簡便なコネクタ接続に統一することにより，速やかに，容易かつ確
実に現場での接続が可能な設計とする。

機能要求①
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース
可搬型建屋内ホース

設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.5  操作性及び試験・検査性
(1)　操作性の確保

[2.5  操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確
保]
・重大事故等対処設備の操作性を説明する。

－ － － － －

65

注水設備の大型移送ポンプ車は，通常時において，重大事故等への対処に
必要な機能を確認するため，外観点検，員数確認，性能確認，分解点検等
が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可
能な設計とする。

機能要求① 大型移送ポンプ車
設計方針（試験・検査
性）

－ － － － －

66
注水設備の大型移送ポンプ車は，車両として運転状態の確認が可能な設計
とする。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とす
る。

機能要求① 大型移送ポンプ車
設計方針（試験・検査
性）

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.4  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

[2.4  環境条件等 (1)環境条件]
・可搬型重大事故等対処設備に対する自然現象か
らの防護方針を説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.5  操作性及び試験・検査性
(2)　試験・検査性

[2.5  操作性及び試験・検査性 (2) 試験・検査
性]
・重大事故等対処設備の試験・検査性を説明す
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（（第四十四条 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備（注水設備））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

59
屋外に保管する注水設備の大型移送ポンプ車は，風（台風）及び竜巻に対
して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，当該設備の転倒防止，
固縛等の措置を講じて保管する設計とする。

運用要求
大型移送ポンプ車
施設共通 基本設計方針（固縛等の措置）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

60

屋外に保管する注水設備の可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホース
は，風（台風）及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考
慮し，収納するコンテナ等に対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管
する設計とする。

運用要求
可搬型建屋外ホース
可搬型建屋内ホース
施設共通 基本設計方針（固縛等の措置）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

61

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる注水設備の大
型移送ポンプ車は，「9.2.7地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計」に基づく設計とすることで，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

冒頭宣言 施設共通　基本設計方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

62

注水設備の大型移送ポンプ車，可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホー
スは，内部発生飛散物の影響を考慮し，外部保管エリアの内部発生飛散物
の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース
可搬型建屋内ホース

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

63
注水設備の大型移送ポンプ車は，想定される重大事故等が発生した場合に
おいても操作に支障がないように線量率の高くなるおそれの少ない屋外で
操作可能な設計とする。

設置要求 大型移送ポンプ車
設計方針（環境条件等
（重大事故等対処設備
の設置場所））

64
注水設備の大型移送ポンプ車，可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホー
スは，簡便なコネクタ接続に統一することにより，速やかに，容易かつ確
実に現場での接続が可能な設計とする。

機能要求①
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース
可搬型建屋内ホース

設計方針（操作性の確
保）

65

注水設備の大型移送ポンプ車は，通常時において，重大事故等への対処に
必要な機能を確認するため，外観点検，員数確認，性能確認，分解点検等
が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可
能な設計とする。

機能要求① 大型移送ポンプ車
設計方針（試験・検査
性）

66
注水設備の大型移送ポンプ車は，車両として運転状態の確認が可能な設計
とする。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とす
る。

機能要求① 大型移送ポンプ車
設計方針（試験・検査
性）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 －

大型移送ポンプ車
施設共通 基本設計方針（固縛等の措置）
※本項で整理される設備はすべて兼用するため、
兼用先で記載されるべき事項を記載する。

－ － －

〇 －

可搬型建屋外ホース
可搬型建屋内ホース
施設共通 基本設計方針（固縛等の措置）
※本項で整理される設備はすべて兼用するため、
兼用先で記載されるべき事項を記載する。

－ － －

〇 － 施設共通　基本設計方針 － － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.4  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

[2.4  環境条件等 (1)環境条件]
・可搬型重大事故等対処設備に対する設計基準事
故において想定した条件より厳しい条件の要因と
なる事象からの防護方針を説明する。

〇 －

大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース
可搬型建屋内ホース
※本項で整理される設備はすべて兼用するため、
兼用先で記載されるべき事項を記載する。

－ － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.4  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

[2.4  環境条件等 (1)環境条件]
・重大事故等対処設備に対する周辺機器等からの
影響のうち内部発生飛散物に対する防護方針を説
明する。

〇 －
大型移送ポンプ車
※本項で整理される設備はすべて兼用するため、
兼用先で記載されるべき事項を記載する。

－ － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.4  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

[2.4  環境条件等 (1)環境条件]
・重大事故等対処設備の設置場所等における放射
線による影響対策について説明する。

〇 －

大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース
可搬型建屋内ホース
※本項で整理される設備はすべて兼用するため、
兼用先で記載されるべき事項を記載する。

－ － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.5  操作性及び試験・検査性
(1)　操作性の確保

[2.5  操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確
保]
・重大事故等対処設備の操作性を説明する。

〇 －
大型移送ポンプ車
※本項で整理される設備はすべて兼用するため、
兼用先で記載されるべき事項を記載する。

－ － －

〇 －
大型移送ポンプ車
※本項で整理される設備はすべて兼用するため、
兼用先で記載されるべき事項を記載する。

－ － －

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.4  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

[2.4  環境条件等 (1)環境条件]
・可搬型重大事故等対処設備に対する自然現象か
らの防護方針を説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.5  操作性及び試験・検査性
(2)　試験・検査性

[2.5  操作性及び試験・検査性 (2) 試験・検査
性]
・重大事故等対処設備の試験・検査性を説明す
る。
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7.13.3　抑制設備
再処理施設のうち使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，
精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固
化建屋において重大事故等が発生し，大気中へ放出した放射性物質が建物
への放水によって再処理施設の敷地に隣接する尾駮沼及び海洋へ放射性物
質が流出するおそれがある場合，放射性物質の流出を抑制するために必要
な重大事故等対処設備として,抑制設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

68
抑制設備は，可搬型汚濁水拡散防止フェンス，放射性物質吸着材，小型船
舶及び運搬車で構成する。

機能要求①

可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材
小型船舶
運搬車

基本方針 － － － － －

69
放射性物質の流出を抑制するための対処では，水供給設備の一部である
ホース展張車，代替安全冷却水系の一部である可搬型中型移送ポンプ運搬
車を使用する。

機能要求①
ホース展張車
可搬型中型移送ポンプ運搬車

設計方針（設備構成）

Ⅵ-1-8-2-7 工場等外への放射性物質等の放出を
抑制するための設備に関する説明書
2.3 抑制設備
3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する
ための設備
3.4 海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を
抑制
3.4.1 海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出
を抑制するための設備

Ⅵ-1-8-2-8 重大事故等への対処に必要となる水
の供給設備に関する説明書
3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確保

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
2. 基本設計方針

【2.3 抑制設備】
【3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備】
【3.4 海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制】
【3.4.1 海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制するた
めの設備】
〇海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制するための設
備の設計に関して，以下の観点について，説明する。
・海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制するために用
いる設備構成
・抑制設備の構成
・可搬型汚濁水拡散防止フェンス等の設置する再処理施設の敷地
を通る排水路（雨水集水桝5箇所）及び尾駮沼（2箇所）の場所

Ⅵ-1-8-2-8 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に関す
る説明書
【3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確保】
・海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制するための対
処に用いる水供給設備について説明する。

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備
に関する説明書
【2. 基本設計方針】
・海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制するための対
処に用いる冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備
について説明する。

－ － － － －

70
水供給設備の一部であるホース展張車及び代替安全冷却水系の一部である
可搬型中型移送ポンプ運搬車を可搬型重大事故等対処設備として配備す
る。

機能要求①
ホース展張車
可搬型中型移送ポンプ運搬車

設計方針（設備構成）

Ⅵ-1-8-2-8 重大事故等への対処に必要となる水
の供給設備に関する説明書
3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確保

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
2. 基本設計方針

Ⅵ-1-8-2-8 重大事故等への対処に必要となる水
の供給設備に関する説明書
【3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確
保】
・海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑
制するための対処に用いる水供給設備について説
明する。

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
【2. 基本設計方針】
・海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑
制するための対処に用いる冷却機能の喪失による
蒸発乾固に対処するための設備について説明す
る。

－ － － － －

71
水供給設備については「Ⅰ　Ⅰ-1　第２章　7.3.2.1　水供給設備」に，
代替安全冷却水系については「Ⅰ　Ⅰ-1　第２章　7.4.2.1代替安全冷却
水系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-8-2-8 重大事故等への対処に必要となる水
の供給設備に関する説明書
3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確保

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
2. 基本設計方針

Ⅵ-1-8-2-8 重大事故等への対処に必要となる水
の供給設備に関する説明書
【3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確
保】
・海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑
制するための対処に用いる水供給設備について説
明する。

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
【2. 基本設計方針】
・海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑
制するための対処に用いる冷却機能の喪失による
蒸発乾固に対処するための設備について説明す
る。

－ － － － －

72

抑制設備は，再処理施設のうち使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建
屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベ
ル廃液ガラス固化建屋において重大事故等が発生し，再処理施設の敷地に
隣接する尾駮沼及び海洋へ放射性物質が流出するおそれがある場合，再処
理施設の敷地を通る排水路（雨水集水桝５箇所）に可搬型汚濁水拡散防止
フェンス及び放射性物質吸着材を設置して，放射性物質の流出を抑制でき
る設計とする。

設置要求
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材
運搬車

設計方針 － － － － －

73
抑制設備は，海洋への放射性物質の流出を抑制するために，可搬型汚濁水
拡散防止フェンスを尾駮沼（２箇所）へ設置して，放射性物質の流出を抑
制できる設計とする。

設置要求

可搬型汚濁水拡散防止フェンス
小型船舶
運搬車
ホース展張車
可搬型中型移送ポンプ運搬車

設計方針 － － － － －

74
抑制設備の放射性物質吸着材及び小型船舶は，運搬車により運搬できる設
計とする。

設置要求
放射性物質吸着材
小型船舶
運搬車

設計方針 － － － － －

75
排水路に設置する抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンスは，運搬車に
より運搬できる設計とする。

設置要求
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
運搬車

設計方針 － － － － －

76
尾駮沼に設置する抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンスは，ホース展
張車及び可搬型中型移送ポンプ運搬車で運搬できる設計とする。

設置要求
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
ホース展張車
可搬型中型移送ポンプ運搬車

設計方針 － － － － －

Ⅵ-1-8-2-7 工場等外への放射性物質等の放出を
抑制するための設備に関する説明書
2.3 抑制設備
3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する
ための設備
3.4 海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を
抑制
3.4.1 海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出
を抑制するための設備

【2.3 抑制設備】
【3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するため
の設備】
【3.4 海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑
制】
・再処理施設において重大事故等が発生し，大気中へ
放出した放射性物質が建物への放水によって再処理施
設の敷地に隣接する尾駮沼及び海洋へ放射性物質が流
出するおそれがある場合，放射性物質の流出を抑制す
るための設備として，抑制設備を設けることを説明す
る。
【3.4.1 海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を
抑制するための設備】
〇海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制す
るための設備の設計に関して，以下の観点について，
説明する。
・海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制す
るために用いる設備構成
・抑制設備の構成
・可搬型汚濁水拡散防止フェンス等の設置する再処理
施設の敷地を通る排水路（雨水集水桝5箇所）及び尾駮
沼（2箇所）の場所

Ⅵ-1-8-2-7 工場等外への放射性物質等の放出を
抑制するための設備に関する説明書
2.3 抑制設備
3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する
ための設備
3.4 海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を
抑制
3.4.1 海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出
を抑制するための設備

【2.3 抑制設備】
【3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制す
るための設備】
【3.4 海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出
を抑制】
【3.4.1 海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流
出を抑制するための設備】
〇海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑
制するための設備の設計に関して，以下の観点に
ついて，説明する。
・海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑
制するために用いる設備構成
・抑制設備の構成
・可搬型汚濁水拡散防止フェンス等の設置する再
処理施設の敷地を通る排水路（雨水集水桝5箇
所）及び尾駮沼（2箇所）の場所

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回
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7.13.3　抑制設備
再処理施設のうち使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，
精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固
化建屋において重大事故等が発生し，大気中へ放出した放射性物質が建物
への放水によって再処理施設の敷地に隣接する尾駮沼及び海洋へ放射性物
質が流出するおそれがある場合，放射性物質の流出を抑制するために必要
な重大事故等対処設備として,抑制設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

68
抑制設備は，可搬型汚濁水拡散防止フェンス，放射性物質吸着材，小型船
舶及び運搬車で構成する。

機能要求①

可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材
小型船舶
運搬車

基本方針

69
放射性物質の流出を抑制するための対処では，水供給設備の一部である
ホース展張車，代替安全冷却水系の一部である可搬型中型移送ポンプ運搬
車を使用する。

機能要求①
ホース展張車
可搬型中型移送ポンプ運搬車

設計方針（設備構成）

70
水供給設備の一部であるホース展張車及び代替安全冷却水系の一部である
可搬型中型移送ポンプ運搬車を可搬型重大事故等対処設備として配備す
る。

機能要求①
ホース展張車
可搬型中型移送ポンプ運搬車

設計方針（設備構成）

71
水供給設備については「Ⅰ　Ⅰ-1　第２章　7.3.2.1　水供給設備」に，
代替安全冷却水系については「Ⅰ　Ⅰ-1　第２章　7.4.2.1代替安全冷却
水系」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

72

抑制設備は，再処理施設のうち使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建
屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベ
ル廃液ガラス固化建屋において重大事故等が発生し，再処理施設の敷地に
隣接する尾駮沼及び海洋へ放射性物質が流出するおそれがある場合，再処
理施設の敷地を通る排水路（雨水集水桝５箇所）に可搬型汚濁水拡散防止
フェンス及び放射性物質吸着材を設置して，放射性物質の流出を抑制でき
る設計とする。

設置要求
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材
運搬車

設計方針

73
抑制設備は，海洋への放射性物質の流出を抑制するために，可搬型汚濁水
拡散防止フェンスを尾駮沼（２箇所）へ設置して，放射性物質の流出を抑
制できる設計とする。

設置要求

可搬型汚濁水拡散防止フェンス
小型船舶
運搬車
ホース展張車
可搬型中型移送ポンプ運搬車

設計方針

74
抑制設備の放射性物質吸着材及び小型船舶は，運搬車により運搬できる設
計とする。

設置要求
放射性物質吸着材
小型船舶
運搬車

設計方針

75
排水路に設置する抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンスは，運搬車に
より運搬できる設計とする。

設置要求
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
運搬車

設計方針

76
尾駮沼に設置する抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンスは，ホース展
張車及び可搬型中型移送ポンプ運搬車で運搬できる設計とする。

設置要求
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
ホース展張車
可搬型中型移送ポンプ運搬車

設計方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

〇 － 基本方針 － － －

〇 －

可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材
小型船舶
運搬車

－ － －

〇 －
ホース展張車
可搬型中型移送ポンプ運搬車

－ － －

Ⅵ-1-8-2-7 工場等外への放射性物質等の放出を
抑制するための設備に関する説明書
2.3 抑制設備
3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する
ための設備
3.4 海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を
抑制
3.4.1 海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出
を抑制するための設備

Ⅵ-1-8-2-8 重大事故等への対処に必要となる水
の供給設備に関する説明書
3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確保

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
2. 基本設計方針

【2.3 抑制設備】
【3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備】
【3.4 海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制】
【3.4.1 海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制するた
めの設備】
〇海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制するための設
備の設計に関して，以下の観点について，説明する。
・海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制するために用
いる設備構成
・抑制設備の構成
・可搬型汚濁水拡散防止フェンス等の設置する再処理施設の敷地
を通る排水路（雨水集水桝5箇所）及び尾駮沼（2箇所）の場所

Ⅵ-1-8-2-8 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に関す
る説明書
【3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確保】
・海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制するための対
処に用いる水供給設備について説明する。

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備
に関する説明書
【2. 基本設計方針】
・海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制するための対
処に用いる冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備
について説明する。

〇 －
ホース展張車
可搬型中型移送ポンプ運搬車

－ － －

Ⅵ-1-8-2-8 重大事故等への対処に必要となる水
の供給設備に関する説明書
3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確保

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
2. 基本設計方針

Ⅵ-1-8-2-8 重大事故等への対処に必要となる水
の供給設備に関する説明書
【3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確
保】
・海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑
制するための対処に用いる水供給設備について説
明する。

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
【2. 基本設計方針】
・海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑
制するための対処に用いる冷却機能の喪失による
蒸発乾固に対処するための設備について説明す
る。

〇 － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-8-2-8 重大事故等への対処に必要となる水
の供給設備に関する説明書
3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確保

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
2. 基本設計方針

Ⅵ-1-8-2-8 重大事故等への対処に必要となる水
の供給設備に関する説明書
【3.1 重大事故等への対処に必要となる水源の確
保】
・海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑
制するための対処に用いる水供給設備について説
明する。

Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対
処するための設備に関する説明書
【2. 基本設計方針】
・海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑
制するための対処に用いる冷却機能の喪失による
蒸発乾固に対処するための設備について説明す
る。

〇 －
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材
運搬車

－ － －

〇 －

可搬型汚濁水拡散防止フェンス
小型船舶
運搬車
ホース展張車
可搬型中型移送ポンプ運搬車

－ － －

〇 －
放射性物質吸着材
小型船舶
運搬車

－ － －

〇 －
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
運搬車

－ － －

〇 －
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
ホース展張車
可搬型中型移送ポンプ運搬車

－ － －

Ⅵ-1-8-2-7 工場等外への放射性物質等の放出を
抑制するための設備に関する説明書
2.3 抑制設備
3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する
ための設備
3.4 海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を
抑制
3.4.1 海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出
を抑制するための設備

【2.3 抑制設備】
【3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するため
の設備】
【3.4 海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑
制】
・再処理施設において重大事故等が発生し，大気中へ
放出した放射性物質が建物への放水によって再処理施
設の敷地に隣接する尾駮沼及び海洋へ放射性物質が流
出するおそれがある場合，放射性物質の流出を抑制す
るための設備として，抑制設備を設けることを説明す
る。
【3.4.1 海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を
抑制するための設備】
〇海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制す
るための設備の設計に関して，以下の観点について，
説明する。
・海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制す
るために用いる設備構成
・抑制設備の構成
・可搬型汚濁水拡散防止フェンス等の設置する再処理
施設の敷地を通る排水路（雨水集水桝5箇所）及び尾駮
沼（2箇所）の場所

Ⅵ-1-8-2-7 工場等外への放射性物質等の放出を
抑制するための設備に関する説明書
2.3 抑制設備
3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制する
ための設備
3.4 海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を
抑制
3.4.1 海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出
を抑制するための設備

【2.3 抑制設備】
【3. 工場等外への放射性物質等の放出を抑制す
るための設備】
【3.4 海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出
を抑制】
【3.4.1 海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流
出を抑制するための設備】
〇海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑
制するための設備の設計に関して，以下の観点に
ついて，説明する。
・海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑
制するために用いる設備構成
・抑制設備の構成
・可搬型汚濁水拡散防止フェンス等の設置する再
処理施設の敷地を通る排水路（雨水集水桝5箇
所）及び尾駮沼（2箇所）の場所

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（（第四十四条 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備（抑制設備））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

78

抑制設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する抑制設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加
工施設における重大事故等対処で同様の対処を実施することで，共用に
よって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材
小型船舶
運搬車
ホース展張車
可搬型中型移送ポンプ運搬車

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

[2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (2) 悪
影響防止]
重大事故等対処設備を共用することによる悪影響
について考慮する事項を説明する。

－ － － － －

79

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンス，放射性物質吸着材及び小型船
舶は，共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう
に，故障時のバックアップを含めて必要な数量を複数の外部保管エリアに
分散して保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材
小型船舶

設計方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.3  多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散

[2.3  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散]
可搬型重大事故等対処設備の位置的分散について
考慮する事項を説明する。

－ － － － －

80
屋外に保管する抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンス及び放射性物質
吸着材は，竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措置を
とることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

運用要求
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材
施設共通 基本設計方針（固縛等の措置）

設計方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

[2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (2) 悪
影響防止]
・重大事故等対処設備の竜巻による悪影響につい
て考慮する事項を説明する。

－ － － － －

81
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンス
は，海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制するため，設置場所
に応じた高さ及び幅を有する設計とする。

設置要求 可搬型汚濁水拡散防止フェンス

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

82

可搬型汚濁水拡散防止フェンスの保有数は，必要数として雨水集水桝５箇
所の設置場所に計10本（高さ約0.50m，幅約11.0m（４本），高さ約
0.50m，幅約5.3m（２本），高さ約0.73m，幅約4.2m（２本），高さ約
0.63m，幅約8.4m（２本））及び尾駮沼２箇所の設置場所に計106本（高さ
約4.0m，幅約20.0m）の合計116本，予備として故障時のバックアップの
116本を含めた合計232本を確保する設計とする。

設置要求 可搬型汚濁水拡散防止フェンス

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

83
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する抑制設備の放射性物質吸着材は，再処理施
設の敷地を通る排水路を考慮して，排水路に設置する設計とする。

設置要求 放射性物質吸着材

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

84
放射性物質吸着材の保有数は，必要数として敷地を通る各排水路の雨水集
水桝（５箇所）に応じた量の約5,430㎏，予備として故障時のバックアッ
プの約5,430㎏を含めた合計約10,860㎏を確保する設計とする。

設置要求 放射性物質吸着材

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

85

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する抑制設備の小型船舶は，尾駮沼に可搬型汚
濁水拡散防止フェンスを設置するために必要な能力を有する設計とすると
ともに，保有数は，必要数として１艇，予備として故障時のバックアップ
及び点検保守による待機除外時のバックアップを２艇の合計３艇を確保す
る設計とする。

設置要求 小型船舶

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

86

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する抑制設備の運搬車は，可搬型汚濁水拡散防
止フェンス，放射性物質吸着材及び小型船舶を運搬するために，保有数
は，必要数として１台及び予備として故障時のバックアップを１台の合計
２台を確保する設計とする。

設置要求 運搬車

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

87
点検保守による待機除外時のバックアップについては，同型設備である
「7.4.2.1　代替安全冷却水系」の運搬車の点検保守による待機除外時の
バックアップと兼用する設計とする。

設置要求 運搬車

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

【V-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説明
する。

[2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (2) 悪
影響防止]
重大事故等対処設備を共用することによる悪影響
について考慮する事項を説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（（第四十四条 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備（抑制設備））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

78

抑制設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する抑制設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加
工施設における重大事故等対処で同様の対処を実施することで，共用に
よって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材
小型船舶
運搬車
ホース展張車
可搬型中型移送ポンプ運搬車

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量）

79

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンス，放射性物質吸着材及び小型船
舶は，共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう
に，故障時のバックアップを含めて必要な数量を複数の外部保管エリアに
分散して保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材
小型船舶

設計方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

80
屋外に保管する抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンス及び放射性物質
吸着材は，竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措置を
とることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

運用要求
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材
施設共通 基本設計方針（固縛等の措置）

設計方針（悪影響防
止）

81
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンス
は，海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制するため，設置場所
に応じた高さ及び幅を有する設計とする。

設置要求 可搬型汚濁水拡散防止フェンス

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

82

可搬型汚濁水拡散防止フェンスの保有数は，必要数として雨水集水桝５箇
所の設置場所に計10本（高さ約0.50m，幅約11.0m（４本），高さ約
0.50m，幅約5.3m（２本），高さ約0.73m，幅約4.2m（２本），高さ約
0.63m，幅約8.4m（２本））及び尾駮沼２箇所の設置場所に計106本（高さ
約4.0m，幅約20.0m）の合計116本，予備として故障時のバックアップの
116本を含めた合計232本を確保する設計とする。

設置要求 可搬型汚濁水拡散防止フェンス

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

83
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する抑制設備の放射性物質吸着材は，再処理施
設の敷地を通る排水路を考慮して，排水路に設置する設計とする。

設置要求 放射性物質吸着材

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

84
放射性物質吸着材の保有数は，必要数として敷地を通る各排水路の雨水集
水桝（５箇所）に応じた量の約5,430㎏，予備として故障時のバックアッ
プの約5,430㎏を含めた合計約10,860㎏を確保する設計とする。

設置要求 放射性物質吸着材

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

85

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する抑制設備の小型船舶は，尾駮沼に可搬型汚
濁水拡散防止フェンスを設置するために必要な能力を有する設計とすると
ともに，保有数は，必要数として１艇，予備として故障時のバックアップ
及び点検保守による待機除外時のバックアップを２艇の合計３艇を確保す
る設計とする。

設置要求 小型船舶

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

86

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する抑制設備の運搬車は，可搬型汚濁水拡散防
止フェンス，放射性物質吸着材及び小型船舶を運搬するために，保有数
は，必要数として１台及び予備として故障時のバックアップを１台の合計
２台を確保する設計とする。

設置要求 運搬車

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

87
点検保守による待機除外時のバックアップについては，同型設備である
「7.4.2.1　代替安全冷却水系」の運搬車の点検保守による待機除外時の
バックアップと兼用する設計とする。

設置要求 運搬車

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 －

可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材
小型船舶
運搬車
ホース展張車
可搬型中型移送ポンプ運搬車

－ － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

[2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (2) 悪
影響防止]
重大事故等対処設備を共用することによる悪影響
について考慮する事項を説明する。

〇 －
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材
小型船舶

－ － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.3  多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散

[2.3  多様性，位置的分散，悪影響防止等 (1)
多様性，位置的分散]
可搬型重大事故等対処設備の位置的分散について
考慮する事項を説明する。

〇 －
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材
施設共通 基本設計方針（固縛等の措置）

－ － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

[2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (2) 悪
影響防止]
・重大事故等対処設備の竜巻による悪影響につい
て考慮する事項を説明する。

〇 － 可搬型汚濁水拡散防止フェンス － － －

〇 － 可搬型汚濁水拡散防止フェンス － － －

〇 － 放射性物質吸着材 － － －

〇 － 放射性物質吸着材 － － －

〇 － 小型船舶 － － －

〇 － 運搬車 － － －

〇 － 運搬車 － － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

【V-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説明
する。

[2.3 多様性，位置的分散，悪影響防止等 (2) 悪
影響防止]
重大事故等対処設備を共用することによる悪影響
について考慮する事項を説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（（第四十四条 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備（抑制設備））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

88
抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンス及び小型船舶は，汽水の影響に
対して耐腐食性材料を使用する設計とする。

機能要求①
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
小型船舶

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.4  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

[2.4  環境条件等 (1)環境条件]
・重大事故時に汽水を供給する系統への影響を説
明する。

－ － － － －

89

屋外に保管する抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンス及び放射性物質
吸着材は，風（台風）及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風荷
重を考慮し，収納するコンテナ等に対して転倒防止，固縛等の措置を講じ
て保管する設計とする。

運用要求
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材
施設共通 基本設計方針（固縛等の措置）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

－ － － － －

90
抑制設備の小型船舶は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第１保管
庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により，重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 小型船舶
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

－ － － － －

91

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる抑制設備の小
型船舶は，「9.2.7地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とすることで，重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

冒頭宣言 小型船舶
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.4  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

[2.4  環境条件等 (1)環境条件]
・可搬型重大事故等対処設備に対する設計基準事
故において想定した条件より厳しい条件の要因と
なる事象からの防護方針を説明する。

－ － － － －

92

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンス，放射性物質吸着材及び小型船
舶は，内部発生飛散物の影響を考慮し，外部保管エリアの内部発生飛散物
の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材
小型船舶

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.4  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

[2.4  環境条件等 (1)環境条件]
・重大事故等対処設備に対する周辺機器等からの
影響のうち内部発生飛散物に対する防護方針を説
明する。

－ － － － －

93
抑制設備の小型船舶は，想定される重大事故等が発生した場合においても
操作に支障がないように線量率の高くなるおそれの少ない屋外で操作可能
な設計とする。

設置要求 小型船舶
設計方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.4  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

[2.4  環境条件等 (1)環境条件]
・重大事故等対処設備の設置場所等における放射
線による影響対策について説明する。

－ － － － －

94
抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンスは，簡便な接続方式に統一する
ことにより，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とす
る。

機能要求① 可搬型汚濁水拡散防止フェンス
設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.5  操作性及び試験・検査性
(1)　操作性の確保

[2.5  操作性及び試験・検査性 (1)操作性の確
保]
・重大事故等対処設備の操作性を説明する。

－ － － － －

95

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンス及び放射性物質吸着材は，通常
時において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，外観の確
認が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，取替え等
が可能な設計とする。

機能要求①
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材

設計方針（試験・検査
性）

－ － － － －

96
抑制設備の小型船舶は，通常時において，重大事故等への対処に必要な機
能を確認するため，外観点検，員数確認及び性能確認が可能な設計とす
る。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

機能要求① 小型船舶
設計方針（試験・検査
性）

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.4  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

[2.4  環境条件等 (1)環境条件]
・可搬型重大事故等対処設備に対する自然現象か
らの防護方針を説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.5  操作性及び試験・検査性
(2)　試験・検査性

[2.5  操作性及び試験・検査性 (2)試験・検査
性]
・重大事故等対処設備の試験・検査性を説明す
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（（第四十四条 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備（抑制設備））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

88
抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンス及び小型船舶は，汽水の影響に
対して耐腐食性材料を使用する設計とする。

機能要求①
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
小型船舶

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

89

屋外に保管する抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンス及び放射性物質
吸着材は，風（台風）及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風荷
重を考慮し，収納するコンテナ等に対して転倒防止，固縛等の措置を講じ
て保管する設計とする。

運用要求
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材
施設共通 基本設計方針（固縛等の措置）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

90
抑制設備の小型船舶は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第１保管
庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により，重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 小型船舶
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

91

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる抑制設備の小
型船舶は，「9.2.7地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とすることで，重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

冒頭宣言 小型船舶
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

92

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンス，放射性物質吸着材及び小型船
舶は，内部発生飛散物の影響を考慮し，外部保管エリアの内部発生飛散物
の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材
小型船舶

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

93
抑制設備の小型船舶は，想定される重大事故等が発生した場合においても
操作に支障がないように線量率の高くなるおそれの少ない屋外で操作可能
な設計とする。

設置要求 小型船舶
設計方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

94
抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンスは，簡便な接続方式に統一する
ことにより，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とす
る。

機能要求① 可搬型汚濁水拡散防止フェンス
設計方針（操作性の確
保）

95

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンス及び放射性物質吸着材は，通常
時において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，外観の確
認が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，取替え等
が可能な設計とする。

機能要求①
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材

設計方針（試験・検査
性）

96
抑制設備の小型船舶は，通常時において，重大事故等への対処に必要な機
能を確認するため，外観点検，員数確認及び性能確認が可能な設計とす
る。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

機能要求① 小型船舶
設計方針（試験・検査
性）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 －
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
小型船舶

－ － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.4  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

[2.4  環境条件等 (1)環境条件]
・重大事故時に汽水を供給する系統への影響を説
明する。

〇 －
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材
施設共通 基本設計方針（固縛等の措置）

－ － －

〇 － 小型船舶 － － －

〇 － 小型船舶 － － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.4  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

[2.4  環境条件等 (1)環境条件]
・可搬型重大事故等対処設備に対する設計基準事
故において想定した条件より厳しい条件の要因と
なる事象からの防護方針を説明する。

〇 －
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材
小型船舶

－ － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.4  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

[2.4  環境条件等 (1)環境条件]
・重大事故等対処設備に対する周辺機器等からの
影響のうち内部発生飛散物に対する防護方針を説
明する。

〇 － 小型船舶 － － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.4  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

[2.4  環境条件等 (1)環境条件]
・重大事故等対処設備の設置場所等における放射
線による影響対策について説明する。

〇 － 可搬型汚濁水拡散防止フェンス － － －

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.5  操作性及び試験・検査性
(1)　操作性の確保

[2.5  操作性及び試験・検査性 (1)操作性の確
保]
・重大事故等対処設備の操作性を説明する。

〇 －
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材

－ － －

〇 － 小型船舶 － － －

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.4  環境条件等
(1)　環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

[2.4  環境条件等 (1)環境条件]
・可搬型重大事故等対処設備に対する自然現象か
らの防護方針を説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書
2. 重大事故対処設備
2.5  操作性及び試験・検査性
(2)　試験・検査性

[2.5  操作性及び試験・検査性 (2)試験・検査
性]
・重大事故等対処設備の試験・検査性を説明す
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十五条　重大事故等への対処に必要な水の供給設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第２章　個別項目
7.　その他再処理設備の附属施設
7.3　その他の主要な事項
7.3.8　水供給設備

水供給設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通項目
の「2. 地盤」，「3. 自然現象等」，「4. 閉じ込めの機能」，「5. 火災
等による損傷の防止」，「6. 再処理施設内における溢水による損傷の防
止」，「7. 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」
及び「9. 設備に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 － － － － － － － － －

2

設計基準事故への対処に必要な水源とは別に，重大事故等への対処に必要
となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて，重大事故等対
処設備に対して重大事故等への対処に必要となる十分な量の水を供給でき
る重大事故等対処設備として，水供給設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

3

重大事故等が発生し，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に係る蒸発乾固への
対処，燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能の喪失若しくは燃料貯蔵
プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等
の水位が低下した場合の対処，燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい
その他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合の燃料
貯蔵プール等への水のスプレイ，大気中への放射性物質の放出を抑制する
ための対処，工場等外への放射線の放出を抑制するための対処及び再処理
施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災，化学火災へ
対応するための対処並びに重大事故等への対処を継続するために水を補給
する対処が発生した場合において，対処に必要となる水源を確保するため
に水供給設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

4
水供給設備は，第１貯水槽，第２貯水槽，大型移送ポンプ車，可搬型建屋
外ホース，ホース展張車及び運搬車で構成し，重大事故等への対処に必要
となる十分な量の水を供給できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

第１貯水槽
第２貯水槽
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース
ホース展張車
運搬車

基本方針 － － － － －

5

重大事故等への対処に必要な水を供給するための対処として，水供給設備
の他，計測制御設備の可搬型貯水槽水位計等並びに補機駆動用燃料補給設
備の軽油貯槽及び軽油用タンクローリを使用する設計とする。なお，計測
制御設備については第２章　個別項目の「4.1　計測制御設備」に，補機
駆動用燃料補給設備については第２章　個別項目の「7.1.1　電気設備」
の「7.1.1.11　補機駆動用燃料補給設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-8-3　重大事故等への対処に必要となる水の
供給設備に関する説明書
3.重大事故等への対処に必要となる水の供給設備
3.1　重大事故等への対処に必要となる水源の確
保
3.2　第２貯水槽を水の補給源とした第１貯水槽
への水の補給
3.3　敷地外水源を水の補給源とした第１貯水槽
への水の補給

【3.1.1　重大事故等への対処に必要となる水源の確保
に使用する設備 3.1.1.2　計測制御設備】
【3.2.1　第２貯水槽を水の補給源とした第１貯水槽へ
の水の補給に使用する設備 3.2.1.3　計測制御設備】
【3.3.1　敷地外水源を水の補給源とした第１貯水槽へ
の水の補給に使用する設備 3.3.1.3　計測制御設備】
重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に使用
する計測制御設備について説明する。

【3.2.1　第２貯水槽を水の補給源とした第１貯水槽へ
の水の補給に使用する設備 3.2.1.2　補機駆動用燃料
補給設備】
【3.3.1　敷地外水源を水の補給源とした第１貯水槽へ
の水の補給に使用する設備 3.3.1.2　補機駆動用燃料
補給設備】
重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に使用
する補機駆動用燃料補給設備について説明する。

－ － － － －

6

水源からの水の移送ルート及び移送のために用いる設備については，第２
章　個別項目の「7.2.2　冷却水設備」の「7.2.2.3　代替安全冷却水
系」，「1.2.1　使用済燃料貯蔵設備」の「1.2.1.6　代替注水設備」及び
「1.2.1.7　スプレイ設備」並びに「7.3.7　放出抑制設備」の「7.3.7.1
放水設備」及び「7.3.7.2　注水設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 － － － － － － － －

7
重大事故等への対処に必要となる水源を確保するため，水供給設備には第
１貯水槽及び第２貯水槽を設置する設計とする。

設置要求
第１貯水槽
第２貯水槽

基本方針

Ⅵ-1-8-3　重大事故等への対処に必要となる水の
供給設備に関する説明書
3.重大事故等への対処に必要となる水の供給設備
3.1　重大事故等への対処に必要となる水源の確
保

【3.重大事故等への対処に必要となる水の供給設
備】
【3.1　重大事故等への対処に必要となる水源の
確保 3.1.1　重大事故等への対処に必要となる水
源の確保に使用する設備 3.1.1.1　水供給設備】
重大事故等への対処に必要となる水源を確保する
ため，水供給設備として第１貯水槽及び第２貯水
槽を設置する設計とする。
第１貯水槽は，重大事故等への対処するための水
源として使用する。
第２貯水槽は，重大事故等への対処を継続するた
めに，第１貯水槽へ水を補給する場合の水源とし
て使用する。

－ － － － －

8

水供給設備の一部である第１貯水槽は，第１保管庫・貯水所の地下に設置
する設計とする。
第１保管庫・貯水所の主要構造は，地上２階の建物とする設計とする。
また，第１保管庫・貯水所は，１階に保管エリアを有する設計とする。

設置要求
第１保管庫・貯水所
第１貯水槽

基本方針
Ⅵ-1-8-3　重大事故等への対処に必要となる水の
供給設備に関する説明書
2.基本方針

【2.基本方針】
水供給設備の一部である第１貯水槽は，第１保管
庫・貯水所の地下に設置する設計とする。
第１保管庫・貯水所の主要構造は，地上２階の建
物とする設計とする。また，第１保管庫・貯水所
は，１階に保管エリアを有する設計とする。

－ － － － －

項目
番号

要求種別 主な設備 展開事項基本設計方針 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

【2.基本方針】
　重大事故等への対処に必要となる水を供給する
ための設備に関する基本方針を説明する。

【Ⅴ-2-3 系統図，V-2-4 配置図，Ⅴ-2-5 構造
図】
・水供給設備の系統構成、設置場所について、系
統図、配置図にて説明する。
・水供給設備の構造について、構造図にて説明す
る。

Ⅵ-1-8-3　重大事故等への対処に必要となる水の
供給設備に関する説明書
2.基本方針

Ⅵ-2-3　系統図
Ⅵ-2-4　配置図
Ⅵ-2-5　構造図

932



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十五条　重大事故等への対処に必要な水の供給設備）

別紙２

1

第２章　個別項目
7.　その他再処理設備の附属施設
7.3　その他の主要な事項
7.3.8　水供給設備

水供給設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通項目
の「2. 地盤」，「3. 自然現象等」，「4. 閉じ込めの機能」，「5. 火災
等による損傷の防止」，「6. 再処理施設内における溢水による損傷の防
止」，「7. 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」
及び「9. 設備に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 － －

2

設計基準事故への対処に必要な水源とは別に，重大事故等への対処に必要
となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて，重大事故等対
処設備に対して重大事故等への対処に必要となる十分な量の水を供給でき
る重大事故等対処設備として，水供給設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

3

重大事故等が発生し，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に係る蒸発乾固への
対処，燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能の喪失若しくは燃料貯蔵
プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等
の水位が低下した場合の対処，燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい
その他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合の燃料
貯蔵プール等への水のスプレイ，大気中への放射性物質の放出を抑制する
ための対処，工場等外への放射線の放出を抑制するための対処及び再処理
施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災，化学火災へ
対応するための対処並びに重大事故等への対処を継続するために水を補給
する対処が発生した場合において，対処に必要となる水源を確保するため
に水供給設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

4
水供給設備は，第１貯水槽，第２貯水槽，大型移送ポンプ車，可搬型建屋
外ホース，ホース展張車及び運搬車で構成し，重大事故等への対処に必要
となる十分な量の水を供給できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

第１貯水槽
第２貯水槽
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース
ホース展張車
運搬車

基本方針

5

重大事故等への対処に必要な水を供給するための対処として，水供給設備
の他，計測制御設備の可搬型貯水槽水位計等並びに補機駆動用燃料補給設
備の軽油貯槽及び軽油用タンクローリを使用する設計とする。なお，計測
制御設備については第２章　個別項目の「4.1　計測制御設備」に，補機
駆動用燃料補給設備については第２章　個別項目の「7.1.1　電気設備」
の「7.1.1.11　補機駆動用燃料補給設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

6

水源からの水の移送ルート及び移送のために用いる設備については，第２
章　個別項目の「7.2.2　冷却水設備」の「7.2.2.3　代替安全冷却水
系」，「1.2.1　使用済燃料貯蔵設備」の「1.2.1.6　代替注水設備」及び
「1.2.1.7　スプレイ設備」並びに「7.3.7　放出抑制設備」の「7.3.7.1
放水設備」及び「7.3.7.2　注水設備」に示す。

冒頭宣言 基本方針 －

7
重大事故等への対処に必要となる水源を確保するため，水供給設備には第
１貯水槽及び第２貯水槽を設置する設計とする。

設置要求
第１貯水槽
第２貯水槽

基本方針

8

水供給設備の一部である第１貯水槽は，第１保管庫・貯水所の地下に設置
する設計とする。
第１保管庫・貯水所の主要構造は，地上２階の建物とする設計とする。
また，第１保管庫・貯水所は，１階に保管エリアを有する設計とする。

設置要求
第１保管庫・貯水所
第１貯水槽

基本方針

項目
番号

要求種別 主な設備 展開事項基本設計方針
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○ － 基本方針 － － － － －

○ － 基本方針 － － －

○ － 基本方針 － － －

○ －

【機能要求②】
第１貯水槽
第２貯水槽
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース

－ －

<容器>
容量
<ポンプ>
容量
吐出圧力
原動機
燃料タンク
<主配管>
外径・厚さ

○ － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-8-3　重大事故等への対処に必要となる水の
供給設備に関する説明書
3.重大事故等への対処に必要となる水の供給設備
3.1　重大事故等への対処に必要となる水源の確
保
3.2　第２貯水槽を水の補給源とした第１貯水槽
への水の補給
3.3　敷地外水源を水の補給源とした第１貯水槽
への水の補給

【3.1.1　重大事故等への対処に必要となる水源の確保
に使用する設備 3.1.1.2　計測制御設備】
【3.2.1　第２貯水槽を水の補給源とした第１貯水槽へ
の水の補給に使用する設備 3.2.1.3　計測制御設備】
【3.3.1　敷地外水源を水の補給源とした第１貯水槽へ
の水の補給に使用する設備 3.3.1.3　計測制御設備】
重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に使用
する計測制御設備について説明する。

【3.2.1　第２貯水槽を水の補給源とした第１貯水槽へ
の水の補給に使用する設備 3.2.1.2　補機駆動用燃料
補給設備】
【3.3.1　敷地外水源を水の補給源とした第１貯水槽へ
の水の補給に使用する設備 3.3.1.2　補機駆動用燃料
補給設備】
重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に使用
する補機駆動用燃料補給設備について説明する。

○ － 基本方針 － － － － －

○ －
第１貯水槽
第２貯水槽

－ － －

Ⅵ-1-8-3　重大事故等への対処に必要となる水の
供給設備に関する説明書
3.重大事故等への対処に必要となる水の供給設備
3.1　重大事故等への対処に必要となる水源の確
保

【3.重大事故等への対処に必要となる水の供給設
備】
【3.1　重大事故等への対処に必要となる水源の
確保 3.1.1　重大事故等への対処に必要となる水
源の確保に使用する設備 3.1.1.1　水供給設備】
重大事故等への対処に必要となる水源を確保する
ため，水供給設備として第１貯水槽及び第２貯水
槽を設置する設計とする。
第１貯水槽は，重大事故等への対処するための水
源として使用する。
第２貯水槽は，重大事故等への対処を継続するた
めに，第１貯水槽へ水を補給する場合の水源とし
て使用する。

○ －
第１保管庫・貯水所
第１貯水槽

－ － －
Ⅵ-1-8-3　重大事故等への対処に必要となる水の
供給設備に関する説明書
2.基本方針

【2.基本方針】
水供給設備の一部である第１貯水槽は，第１保管
庫・貯水所の地下に設置する設計とする。
第１保管庫・貯水所の主要構造は，地上２階の建
物とする設計とする。また，第１保管庫・貯水所
は，１階に保管エリアを有する設計とする。

Ⅵ-1-8-3　重大事故等への対処に必要となる水の
供給設備に関する説明書
2.基本方針

Ⅵ-2-3　系統図
Ⅵ-2-4　配置図
Ⅵ-2-5　構造図

【2.基本方針】
　重大事故等への対処に必要となる水を供給する
ための設備に関する基本方針を説明する。

【Ⅴ-2-3 系統図，V-2-4 配置図，Ⅴ-2-5 構造
図】
・水供給設備の系統構成、設置場所について、系
統図、配置図にて説明する。
・水供給設備の構造について、構造図にて説明す
る。

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十五条　重大事故等への対処に必要な水の供給設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

要求種別 主な設備 展開事項基本設計方針 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

9

第１保管庫・貯水所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１保管庫・貯水所は，再処理施設及びＭ
ＯＸ燃料加工施設における重大事故等対処に同時に対処することを考慮
し，第１貯水槽を設置できる十分な容量を有する設計とすることで，共用
によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計とする。
また，第１保管庫・貯水所の保管エリアは，再処理施設及びＭＯＸ燃料加
工施設の必要な重大事故等対処設備が十分保管できる容量を有する設計と
することで，共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計と
する。

機能要求①
第１保管庫・貯水所
第１貯水槽

設計方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4-2　重⼤事故等対処設備が使⽤される条
件の下における健全性に関する説明書
3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等　(2)
悪影響防止】
重大事故等対処設備は，再処理事業所内の他の設
備(安全機能を有する施設，当該重大事故等対処
設備以外の重大事故等対処設備，MOX燃料加工施
設及びMOX燃料加工施設の重大事故等対処設備を
含む。)に対して悪影響を及ぼさない設計とす
る。
（以下省略）

－ － － － －

10

水供給設備の一部である第２貯水槽は，第２保管庫・貯水所の地下に設置
する設計とする。
第２保管庫・貯水所の主要構造は，地上２階の建物とする設計とする。
また，第２保管庫・貯水所は，１階に保管エリアを有する設計とする。

設置要求
第２保管庫・貯水所
第２貯水槽

基本方針
Ⅵ-1-8-3　重大事故等への対処に必要となる水の
供給設備に関する説明書
2.基本方針

【2.基本方針】
水供給設備の一部である第２貯水槽は，第２保管
庫・貯水所の地下に設置する設計とする。
第２保管庫・貯水所の主要構造は，地上２階の建
物とする設計とする。また，第２保管庫・貯水所
は，１階に保管エリアを有する設計とする。

－ － － － －

11

第２保管庫・貯水所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第２保管庫・貯水所は，再処理施設及びＭ
ＯＸ燃料加工施設における重大事故等対処に同時に対処することを考慮
し，第２貯水槽を設置できる十分な容量を有する設計とすることで，共用
によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計とする。
また，第２保管庫・貯水所の保管エリアは，再処理施設及びＭＯＸ燃料加
工施設の必要な重大事故等対処設備が十分保管できる容量を有する設計と
することで，共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計と
する。

機能要求①
第２保管庫・貯水所
第２貯水槽

設計方針（悪影響防
止）

Ⅵ-1-1-4-2　重⼤事故等対処設備が使⽤される条
件の下における健全性に関する説明書
3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等　(2)
悪影響防止】
重大事故等対処設備は，再処理事業所内の他の設
備(安全機能を有する施設，当該重大事故等対処
設備以外の重大事故等対処設備，MOX燃料加工施
設及びMOX燃料加工施設の重大事故等対処設備を
含む。)に対して悪影響を及ぼさない設計とす
る。
（以下省略）

－ － － － －

12

重大事故等への対処を継続して行うために，重大事故等へ対処する水源で
ある第１貯水槽へ水を補給するため，第２貯水槽の水を大型移送ポンプ車
及び可搬型建屋外ホースを経由して，第１貯水槽へ補給できる設計とす
る。

機能要求①
機能要求②

第１貯水槽
第２貯水槽
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース

設計方針

Ⅵ-1-8-3　重大事故等への対処に必要となる水の
供給設備に関する説明書
3.重大事故等への対処に必要となる水の供給設備
3.2　第２貯水槽を水の補給源とした第１貯水槽
への水の補給

【3.2　第２貯水槽を水の補給源とした第１貯水
槽への水の補給 3.2.1　第２貯水槽を水の補給源
とした第１貯水槽への水の補給に使用する設備
3.2.1.1　水供給設備】
重大事故等への対処を継続して行うために，重大
事故等へ対処する水源である第１貯水槽へ水を補
給するため，第２貯水槽の水を大型移送ポンプ車
及び可搬型建屋外ホースを経由して，第１貯水槽
へ補給できる設計とする。

－ － － － －

13

重大事故等への対処を継続して行うために，重大事故等へ対処する水源で
ある第１貯水槽へ水を補給するため，敷地外水源から水を大型移送ポンプ
車及び可搬型建屋外ホースを経由して，第１貯水槽へ補給できる設計とす
る。

機能要求①
機能要求②

第１貯水槽
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース

設計方針

Ⅵ-1-8-3　重大事故等への対処に必要となる水の
供給設備に関する説明書
3.重大事故等への対処に必要となる水の供給設備
3.3　敷地外水源を水の補給源とした第１貯水槽
への水の補給

【3.3　敷地外水源を水の補給源とした第１貯水
槽への水の補給 3.3.1　敷地外水源を水の補給源
とした第１貯水槽への水の補給に使用する設備
3.3.1.1　水供給設備】
重大事故等への対処を継続して行うために，重大
事故等へ対処する水源である第１貯水槽へ水を補
給するため，敷地外水源から水を大型移送ポンプ
車及び可搬型建屋外ホースを経由して，第１貯水
槽へ補給できる設計とする。

－ － － － －

14

水供給設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料
加工施設における重大事故等対処に同時に対処することを考慮し，十分な
数量及び容量を確保することで，共用によって重大事故等時の対処に影響
を及ぼさない設計とする。

機能要求①

第１貯水槽
第２貯水槽
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース
運搬車
ホース展張車

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重⼤事故等対処設備が使⽤される条
件の下における健全性に関する説明書
3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説明
する。

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等　(2)
悪影響防止】
重大事故等対処設備は，再処理事業所内の他の設
備(安全機能を有する施設，当該重大事故等対処
設備以外の重大事故等対処設備，MOX燃料加工施
設及びMOX燃料加工施設の重大事故等対処設備を
含む。)に対して悪影響を及ぼさない設計とす
る。
（以下省略）

－ － － － －

15

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽は，共通要因によって給水処理設
備の純水貯槽と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，第１保
管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に設置することにより，給水処理設
備の純水貯槽と位置的分散を図る設計とする。
また，水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽は，互いに位置的分散を図
る設計とする。

設置要求
第１貯水槽
第２貯水槽

設計方針（多様性，位
置的分散等（常設重大
事故等対処設備））

－ － － － －

16

水供給設備の大型移送ポンプ車及び可搬型建屋外ホースは，共通要因に
よって同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時のバック
アップを含めて必要な数量を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，
分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃
液ガラス固化建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エ
リアに分散して保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース

設計方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

－ － － － －

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等　(1)
多様性，位置的分散　b.可搬型重大事故等対処設
備】
可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によって
設計基準事故に対処するための設備の安全機能又
は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処す
るために必要な機能と同時にその機能が損なわれ
るおそれがないよう，共通要因の特性を踏まえ，
可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮し
て適切な措置を講ずる設計とする。
（以下省略）

Ⅵ-1-1-4-2　重⼤事故等対処設備が使⽤される条
件の下における健全性に関する説明書
3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十五条　重大事故等への対処に必要な水の供給設備）

別紙２

項目
番号

要求種別 主な設備 展開事項基本設計方針

9

第１保管庫・貯水所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１保管庫・貯水所は，再処理施設及びＭ
ＯＸ燃料加工施設における重大事故等対処に同時に対処することを考慮
し，第１貯水槽を設置できる十分な容量を有する設計とすることで，共用
によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計とする。
また，第１保管庫・貯水所の保管エリアは，再処理施設及びＭＯＸ燃料加
工施設の必要な重大事故等対処設備が十分保管できる容量を有する設計と
することで，共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計と
する。

機能要求①
第１保管庫・貯水所
第１貯水槽

設計方針（悪影響防
止）

10

水供給設備の一部である第２貯水槽は，第２保管庫・貯水所の地下に設置
する設計とする。
第２保管庫・貯水所の主要構造は，地上２階の建物とする設計とする。
また，第２保管庫・貯水所は，１階に保管エリアを有する設計とする。

設置要求
第２保管庫・貯水所
第２貯水槽

基本方針

11

第２保管庫・貯水所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第２保管庫・貯水所は，再処理施設及びＭ
ＯＸ燃料加工施設における重大事故等対処に同時に対処することを考慮
し，第２貯水槽を設置できる十分な容量を有する設計とすることで，共用
によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計とする。
また，第２保管庫・貯水所の保管エリアは，再処理施設及びＭＯＸ燃料加
工施設の必要な重大事故等対処設備が十分保管できる容量を有する設計と
することで，共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計と
する。

機能要求①
第２保管庫・貯水所
第２貯水槽

設計方針（悪影響防
止）

12

重大事故等への対処を継続して行うために，重大事故等へ対処する水源で
ある第１貯水槽へ水を補給するため，第２貯水槽の水を大型移送ポンプ車
及び可搬型建屋外ホースを経由して，第１貯水槽へ補給できる設計とす
る。

機能要求①
機能要求②

第１貯水槽
第２貯水槽
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース

設計方針

13

重大事故等への対処を継続して行うために，重大事故等へ対処する水源で
ある第１貯水槽へ水を補給するため，敷地外水源から水を大型移送ポンプ
車及び可搬型建屋外ホースを経由して，第１貯水槽へ補給できる設計とす
る。

機能要求①
機能要求②

第１貯水槽
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース

設計方針

14

水供給設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料
加工施設における重大事故等対処に同時に対処することを考慮し，十分な
数量及び容量を確保することで，共用によって重大事故等時の対処に影響
を及ぼさない設計とする。

機能要求①

第１貯水槽
第２貯水槽
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース
運搬車
ホース展張車

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量）

15

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽は，共通要因によって給水処理設
備の純水貯槽と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，第１保
管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に設置することにより，給水処理設
備の純水貯槽と位置的分散を図る設計とする。
また，水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽は，互いに位置的分散を図
る設計とする。

設置要求
第１貯水槽
第２貯水槽

設計方針（多様性，位
置的分散等（常設重大
事故等対処設備））

16

水供給設備の大型移送ポンプ車及び可搬型建屋外ホースは，共通要因に
よって同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時のバック
アップを含めて必要な数量を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，
分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃
液ガラス固化建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エ
リアに分散して保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース

設計方針（多様性，位
置的分散等（可搬型重
大事故等対処設備））

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ －
第１保管庫・貯水所
第１貯水槽

－ － －

Ⅵ-1-1-4-2　重⼤事故等対処設備が使⽤される条
件の下における健全性に関する説明書
3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等　(2)
悪影響防止】
重大事故等対処設備は，再処理事業所内の他の設
備(安全機能を有する施設，当該重大事故等対処
設備以外の重大事故等対処設備，MOX燃料加工施
設及びMOX燃料加工施設の重大事故等対処設備を
含む。)に対して悪影響を及ぼさない設計とす
る。
（以下省略）

○ －
第２保管庫・貯水所
第２貯水槽

－ － －
Ⅵ-1-8-3　重大事故等への対処に必要となる水の
供給設備に関する説明書
2.基本方針

【2.基本方針】
水供給設備の一部である第２貯水槽は，第２保管
庫・貯水所の地下に設置する設計とする。
第２保管庫・貯水所の主要構造は，地上２階の建
物とする設計とする。また，第２保管庫・貯水所
は，１階に保管エリアを有する設計とする。

○ －
第２保管庫・貯水所
第２貯水槽

－ － －

Ⅵ-1-1-4-2　重⼤事故等対処設備が使⽤される条
件の下における健全性に関する説明書
3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等　(2)
悪影響防止】
重大事故等対処設備は，再処理事業所内の他の設
備(安全機能を有する施設，当該重大事故等対処
設備以外の重大事故等対処設備，MOX燃料加工施
設及びMOX燃料加工施設の重大事故等対処設備を
含む。)に対して悪影響を及ぼさない設計とす
る。
（以下省略）

○ －

【機能要求②】
第１貯水槽
第２貯水槽
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース

－ －

<容器>
容量
<ポンプ>
容量
吐出圧力
原動機
燃料タンク
<主配管>
外径・厚さ

Ⅵ-1-8-3　重大事故等への対処に必要となる水の
供給設備に関する説明書
3.重大事故等への対処に必要となる水の供給設備
3.2　第２貯水槽を水の補給源とした第１貯水槽
への水の補給

【3.2　第２貯水槽を水の補給源とした第１貯水
槽への水の補給 3.2.1　第２貯水槽を水の補給源
とした第１貯水槽への水の補給に使用する設備
3.2.1.1　水供給設備】
重大事故等への対処を継続して行うために，重大
事故等へ対処する水源である第１貯水槽へ水を補
給するため，第２貯水槽の水を大型移送ポンプ車
及び可搬型建屋外ホースを経由して，第１貯水槽
へ補給できる設計とする。

○ －

【機能要求②】
第１貯水槽
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース

－ －

<容器>
容量
<ポンプ>
容量
吐出圧力
原動機
燃料タンク
<主配管>
外径・厚さ

Ⅵ-1-8-3　重大事故等への対処に必要となる水の
供給設備に関する説明書
3.重大事故等への対処に必要となる水の供給設備
3.3　敷地外水源を水の補給源とした第１貯水槽
への水の補給

【3.3　敷地外水源を水の補給源とした第１貯水
槽への水の補給 3.3.1　敷地外水源を水の補給源
とした第１貯水槽への水の補給に使用する設備
3.3.1.1　水供給設備】
重大事故等への対処を継続して行うために，重大
事故等へ対処する水源である第１貯水槽へ水を補
給するため，敷地外水源から水を大型移送ポンプ
車及び可搬型建屋外ホースを経由して，第１貯水
槽へ補給できる設計とする。

○ －

第１貯水槽
第２貯水槽
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース
運搬車
ホース展張車

－ － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重⼤事故等対処設備が使⽤される条
件の下における健全性に関する説明書
3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説明
する。

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等　(2)
悪影響防止】
重大事故等対処設備は，再処理事業所内の他の設
備(安全機能を有する施設，当該重大事故等対処
設備以外の重大事故等対処設備，MOX燃料加工施
設及びMOX燃料加工施設の重大事故等対処設備を
含む。)に対して悪影響を及ぼさない設計とす
る。
（以下省略）

○ －
第１貯水槽
第２貯水槽

－ － －

○ －
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース

－ － －

Ⅵ-1-1-4-2　重⼤事故等対処設備が使⽤される条
件の下における健全性に関する説明書
3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等　(1)
多様性，位置的分散　b.可搬型重大事故等対処設
備】
可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によって
設計基準事故に対処するための設備の安全機能又
は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処す
るために必要な機能と同時にその機能が損なわれ
るおそれがないよう，共通要因の特性を踏まえ，
可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮し
て適切な措置を講ずる設計とする。
（以下省略）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十五条　重大事故等への対処に必要な水の供給設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

要求種別 主な設備 展開事項基本設計方針 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

17
水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽は，他の設備から独立して単独で
使用可能とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
第１貯水槽
第２貯水槽

設計方針（悪影響防
止）

－ － － － －

18
水供給設備の大型移送ポンプ車は，回転体が飛散することを防ぐことで他
の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 大型移送ポンプ車
設計方針（悪影響防
止）

－ － － － －

19
屋外に保管する水供給設備の大型移送ポンプ車及び可搬型建屋外ホース
は，竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措置をとるこ
とで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置）
設計方針（悪影響防
止）

－ － － － －

20
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設備の第１貯水槽は，重大事故等へ
の対処に必要となる水を供給できる容量を有する設計とする。

機能要求② 第１貯水槽

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

－ － － － －

21
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設備の第２貯水槽は，大量の水が必
要となる重大事故等への対処を継続させるために水供給設備の第１貯水槽
へ水を補給できる容量を有する設計とする。

機能要求② 第２貯水槽

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

－ － － － －

22

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設備の大型移送ポンプ車は，重大事
故等への対処に必要となる水を補給するために必要な容量を有する設計と
するとともに，保有数は，必要数及び予備として故障時のバックアップを
含め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

大型移送ポンプ車

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

23

点検保守による待機除外時バックアップについては，同型設備である第２
章　個別項目の「7.3.7　放出抑制設備」の「7.3.7.1　放水設備」の大型
移送ポンプ車の点検保守による待機除外時バックアップと兼用する設計と
する。

設置要求 大型移送ポンプ車

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

24

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設備の可搬型建屋外ホースは，重大
事故等への対処に必要となる流路を確保するため，保有数は，必要数及び
予備として故障時のバックアップを含め十分な数量を確保する設計とす
る。

設置要求 可搬型建屋外ホース

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

25

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設備のホース展張車は，可搬型建屋
外ホースを運搬できる設計とするとともに，保有数は，必要数として４台
及び予備として故障時のバックアップを４台の合計８台を確保する設計と
する。

設置要求 ホース展張車

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

26

点検保守による待機除外時バックアップについては，同型設備である第２
章　個別項目の「7.2.2　冷却水設備」の「7.2.2.3　代替安全冷却水系」
のホース展張車の点検保守による待機除外時バックアップと兼用する設計
とする。

設置要求 ホース展張車

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

27
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設備の運搬車は，可搬型建屋外ホー
スを運搬できる設計とするとともに，保有数は，必要数として４台及び予
備として故障時のバックアップを４台の合計８台を確保する設計とする。

設置要求 運搬車

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

28

点検保守による待機除外時バックアップについては，同型設備である第２
章　個別項目の「7.2.2　冷却水設備」の「7.2.2.3　代替安全冷却水系」
の運搬車の点検保守による待機除外時バックアップと兼用する設計とす
る。

設置要求 運搬車

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

－ － － － －

29
水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽は，汽水による腐食を考慮した設
計とする。

機能要求①
第１貯水槽
第２貯水槽

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

－ － － － －

30

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる水供給設備の
第１貯水槽及び第２貯水槽は，第１章　共通項目の「9.2　重大事故等対
処設備」の「9.2.7　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

冒頭宣言 施設共通　基本設計方針
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

－ － － － －

31
水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽は，外部からの衝撃による損傷を
防止できる第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に設置し，風（台
風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
第１貯水槽
第２貯水槽

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

－ － － － －

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説明
する。

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等　(2)
悪影響防止】
重大事故等対処設備は，再処理事業所内の他の設
備(安全機能を有する施設，当該重大事故等対処
設備以外の重大事故等対処設備，MOX燃料加工施
設及びMOX燃料加工施設の重大事故等対処設備を
含む。)に対して悪影響を及ぼさない設計とす
る。
（以下省略）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重⼤事故等対処設備が使⽤される条
件の下における健全性に関する説明書
3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等　(2)
悪影響防止】
重大事故等対処設備は，再処理事業所内の他の設
備(安全機能を有する施設，当該重大事故等対処
設備以外の重大事故等対処設備，MOX燃料加工施
設及びMOX燃料加工施設の重大事故等対処設備を
含む。)に対して悪影響を及ぼさない設計とす
る。
（以下省略）

Ⅵ-1-1-4-2　重⼤事故等対処設備が使⽤される条
件の下における健全性に関する説明書
3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

【4. 環境条件等　(1) 環境条件　a.常設重大事
故等対処設備】
常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故
等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放
射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮で
きるよう，その設置場所(使用場所)に応じた耐環
境性を有する設計とする。
（以下省略）

Ⅵ-1-1-4-2　重⼤事故等対処設備が使⽤される条
件の下における健全性に関する説明書
4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十五条　重大事故等への対処に必要な水の供給設備）

別紙２

項目
番号

要求種別 主な設備 展開事項基本設計方針

17
水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽は，他の設備から独立して単独で
使用可能とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
第１貯水槽
第２貯水槽

設計方針（悪影響防
止）

18
水供給設備の大型移送ポンプ車は，回転体が飛散することを防ぐことで他
の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 大型移送ポンプ車
設計方針（悪影響防
止）

19
屋外に保管する水供給設備の大型移送ポンプ車及び可搬型建屋外ホース
は，竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措置をとるこ
とで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置）
設計方針（悪影響防
止）

20
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設備の第１貯水槽は，重大事故等へ
の対処に必要となる水を供給できる容量を有する設計とする。

機能要求② 第１貯水槽

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

21
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設備の第２貯水槽は，大量の水が必
要となる重大事故等への対処を継続させるために水供給設備の第１貯水槽
へ水を補給できる容量を有する設計とする。

機能要求② 第２貯水槽

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

22

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設備の大型移送ポンプ車は，重大事
故等への対処に必要となる水を補給するために必要な容量を有する設計と
するとともに，保有数は，必要数及び予備として故障時のバックアップを
含め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

大型移送ポンプ車

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

23

点検保守による待機除外時バックアップについては，同型設備である第２
章　個別項目の「7.3.7　放出抑制設備」の「7.3.7.1　放水設備」の大型
移送ポンプ車の点検保守による待機除外時バックアップと兼用する設計と
する。

設置要求 大型移送ポンプ車

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

24

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設備の可搬型建屋外ホースは，重大
事故等への対処に必要となる流路を確保するため，保有数は，必要数及び
予備として故障時のバックアップを含め十分な数量を確保する設計とす
る。

設置要求 可搬型建屋外ホース

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

25

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設備のホース展張車は，可搬型建屋
外ホースを運搬できる設計とするとともに，保有数は，必要数として４台
及び予備として故障時のバックアップを４台の合計８台を確保する設計と
する。

設置要求 ホース展張車

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

26

点検保守による待機除外時バックアップについては，同型設備である第２
章　個別項目の「7.2.2　冷却水設備」の「7.2.2.3　代替安全冷却水系」
のホース展張車の点検保守による待機除外時バックアップと兼用する設計
とする。

設置要求 ホース展張車

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

27
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設備の運搬車は，可搬型建屋外ホー
スを運搬できる設計とするとともに，保有数は，必要数として４台及び予
備として故障時のバックアップを４台の合計８台を確保する設計とする。

設置要求 運搬車

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

28

点検保守による待機除外時バックアップについては，同型設備である第２
章　個別項目の「7.2.2　冷却水設備」の「7.2.2.3　代替安全冷却水系」
の運搬車の点検保守による待機除外時バックアップと兼用する設計とす
る。

設置要求 運搬車

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

29
水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽は，汽水による腐食を考慮した設
計とする。

機能要求①
第１貯水槽
第２貯水槽

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

30

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる水供給設備の
第１貯水槽及び第２貯水槽は，第１章　共通項目の「9.2　重大事故等対
処設備」の「9.2.7　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

冒頭宣言 施設共通　基本設計方針
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

31
水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽は，外部からの衝撃による損傷を
防止できる第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に設置し，風（台
風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
第１貯水槽
第２貯水槽

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ －
第１貯水槽
第２貯水槽

－ － －

○ － 大型移送ポンプ車 － － －

○ － 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置） － － －

○ －
【機能要求②】
第１貯水槽

－ －
<容器>
容量

○ －
【機能要求②】
第２貯水槽

－ －
<容器>
容量

○ －
【機能要求②】
大型移送ポンプ車

－ －
<ポンプ>
容量

○ － 大型移送ポンプ車 － － －

○ － 可搬型建屋外ホース － － －

○ － ホース展張車 － － －

○ － ホース展張車 － － －

○ － 運搬車 － － －

○ － 運搬車 － － －

○ －
第１貯水槽
第２貯水槽

－ － －

○ － 施設共通　基本設計方針 － － －

○ －
第１貯水槽
第２貯水槽

－ － －

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書

Ⅵ-1-1-4-2　重⼤事故等対処設備が使⽤される条
件の下における健全性に関する説明書
3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説明
する。

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等　(2)
悪影響防止】
重大事故等対処設備は，再処理事業所内の他の設
備(安全機能を有する施設，当該重大事故等対処
設備以外の重大事故等対処設備，MOX燃料加工施
設及びMOX燃料加工施設の重大事故等対処設備を
含む。)に対して悪影響を及ぼさない設計とす
る。
（以下省略）

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等　(2)
悪影響防止】
重大事故等対処設備は，再処理事業所内の他の設
備(安全機能を有する施設，当該重大事故等対処
設備以外の重大事故等対処設備，MOX燃料加工施
設及びMOX燃料加工施設の重大事故等対処設備を
含む。)に対して悪影響を及ぼさない設計とす
る。
（以下省略）

Ⅵ-1-1-4-2　重⼤事故等対処設備が使⽤される条
件の下における健全性に関する説明書
4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【4. 環境条件等　(1) 環境条件　a.常設重大事
故等対処設備】
常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故
等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放
射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮で
きるよう，その設置場所(使用場所)に応じた耐環
境性を有する設計とする。
（以下省略）

Ⅵ-1-1-4-2　重⼤事故等対処設備が使⽤される条
件の下における健全性に関する説明書
3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(2) 悪影響防止
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十五条　重大事故等への対処に必要な水の供給設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

要求種別 主な設備 展開事項基本設計方針 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回

32
水供給設備の大型移送ポンプ車は，汽水の影響に対して耐腐食性材料を使
用する設計とする。

機能要求① 大型移送ポンプ車
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

－ － － － －

33
また，水供給設備の大型移送ポンプ車は，ストレーナを設置することによ
り直接取水する際の異物の流入防止を考慮した設計とする。

機能要求① 大型移送ポンプ車
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

－ － － － －

34
屋外に保管する水供給設備の大型移送ポンプ車は，風（台風）及び竜巻に
対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，当該設備の転倒防
止，固縛等の措置を講じて保管する設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置）
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

－ － － － －

35
屋外に保管する水供給設備の可搬型建屋外ホースは，風（台風）及び竜巻
に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，収納するコンテナ
等に対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置）
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

－ － － － －

36

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる水供給設備の
大型移送ポンプ車は，第１章　共通項目の「9.2　重大事故等対処設備」
の「9.2.7　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基
づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。。

冒頭宣言 施設共通　基本設計方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

－ － － － －

37

水供給設備の大型移送ポンプ車及び可搬型建屋外ホースは，内部発生飛散
物の影響を考慮し，外部保管エリアの内部発生飛散物の影響を受けない場
所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

冒頭宣言 施設共通　基本設計方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

Ⅵ-1-1-4-2　重⼤事故等対処設備が使⽤される条
件の下における健全性に関する説明書
4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【4. 環境条件等　(1) 環境条件　b.可搬型重大
事故等対処設備】
可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事
故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，
放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮
できるよう，その設置場所(使用場所)及び保管場
所に応じた耐環境性を有する設計とする。
（以下省略）

－ － － － －

38
水供給設備の大型移送ポンプ車は，想定される重大事故等が発生した場合
においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない屋
外で操作可能な設計とする。

設置要求 大型移送ポンプ車
設計方針（環境条件等
（重大事故等対処設備
の設置場所））

Ⅵ-1-1-4-2　重⼤事故等対処設備が使⽤される条
件の下における健全性に関する説明書
4. 環境条件等
(5) 可搬型重大事故等対処設備の設置場所

【4. 環境条件等　(5) 可搬型重大事故等対処設
備の設置場所】
可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事
故等が発生した場合においても設
置及び常設設備との接続に支障がないように，線
量率の高くなるおそれの少ない設置
場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置
等により当該設備の設置場所で操作
可能な設計，遮蔽設備を有する中央制御室，使用
済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制
御室並びに緊急時対策所で操作可能な設計によ
り，当該設備の設置及び常設設備との
接続が可能な設計とする。
（以下省略）

－ － － － －

39
水供給設備の大型移送ポンプ車及び可搬型建屋外ホースは，簡便なコネク
タ接続に統一することにより，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が
可能な設計とする。

機能要求①
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース

設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4-2　重⼤事故等対処設備が使⽤される条
件の下における健全性に関する説明書
5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

【5. 操作性及び試験・検査性　(1) 操作性の確
保】
重大事故等対処設備は，手順書の整備，訓練・教
育により，想定される重大事故等が発生した場合
においても，確実に操作でき，事業指定(変更許
可)申請書「八、再処理施設において核燃料物質
が臨界状態になることその他の事故が発生した場
合における当該事故に対処するために必要な施設
及び体制の整備に関する事項」で考慮した要員数
と想定時間内で，アクセスルートの確保を含め重
大事故等に対処できる設計とする。
（以下省略）

－ － － － －

40

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽は，通常時において，重大事故等
への対処に必要な機能を確認するため，水位を定期的に確認することがで
きる設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な
設計とする。

機能要求①
第１貯水槽
第２貯水槽

設計方針（試験・検査
性）

－ － － － －

41

水供給設備の大型移送ポンプ車は，通常時において，重大事故等への対処
に必要な機能を確認するため，外観点検，員数確認，性能確認，分解点検
等が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が
可能な設計とする。

機能要求① 大型移送ポンプ車
設計方針（試験・検査
性）

－ － － － －

42
水供給設備の大型移送ポンプ車は，車両として運転状態の確認及び外観の
確認が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，保修等
が可能な設計とする。

機能要求① 大型移送ポンプ車
設計方針（試験・検査
性）

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重⼤事故等対処設備が使⽤される条
件の下における健全性に関する説明書
3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散
b.可搬型重大事故等対処設備

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等　(1)
多様性，位置的分散　b.可搬型重大事故等対処設
備】
可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によって
設計基準事故に対処するための設備の安全機能又
は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処す
るために必要な機能と同時にその機能が損なわれ
るおそれがないよう，共通要因の特性を踏まえ，
可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮し
て適切な措置を講ずる設計とする。
（以下省略）

Ⅵ-1-1-4-2　重⼤事故等対処設備が使⽤される条
件の下における健全性に関する説明書
5. 操作性及び試験・検査性
(2) 試験・検査性

【5. 操作性及び試験・検査性　(2) 試験・検査
性】
重大事故等対処設備は，通常時において，重大事
故等への対処に必要な機能を確認す
るための試験又は検査並びに当該機能を健全に維
持するための保守及び修理が実施で
きるよう，機能・性能の確認，漏えいの有無の確
認，分解点検等ができる構造とする。
（以下省略）

Ⅵ-1-1-4-2　重⼤事故等対処設備が使⽤される条
件の下における健全性に関する説明書
4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【4. 環境条件等　(1) 環境条件　b.可搬型重大
事故等対処設備】
可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事
故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，
放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮
できるよう，その設置場所(使用場所)及び保管場
所に応じた耐環境性を有する設計とする。
（以下省略）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十五条　重大事故等への対処に必要な水の供給設備）

別紙２

項目
番号

要求種別 主な設備 展開事項基本設計方針

32
水供給設備の大型移送ポンプ車は，汽水の影響に対して耐腐食性材料を使
用する設計とする。

機能要求① 大型移送ポンプ車
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

33
また，水供給設備の大型移送ポンプ車は，ストレーナを設置することによ
り直接取水する際の異物の流入防止を考慮した設計とする。

機能要求① 大型移送ポンプ車
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

34
屋外に保管する水供給設備の大型移送ポンプ車は，風（台風）及び竜巻に
対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，当該設備の転倒防
止，固縛等の措置を講じて保管する設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置）
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

35
屋外に保管する水供給設備の可搬型建屋外ホースは，風（台風）及び竜巻
に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，収納するコンテナ
等に対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置）
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

36

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる水供給設備の
大型移送ポンプ車は，第１章　共通項目の「9.2　重大事故等対処設備」
の「9.2.7　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基
づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。。

冒頭宣言 施設共通　基本設計方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

37

水供給設備の大型移送ポンプ車及び可搬型建屋外ホースは，内部発生飛散
物の影響を考慮し，外部保管エリアの内部発生飛散物の影響を受けない場
所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

冒頭宣言 施設共通　基本設計方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

38
水供給設備の大型移送ポンプ車は，想定される重大事故等が発生した場合
においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない屋
外で操作可能な設計とする。

設置要求 大型移送ポンプ車
設計方針（環境条件等
（重大事故等対処設備
の設置場所））

39
水供給設備の大型移送ポンプ車及び可搬型建屋外ホースは，簡便なコネク
タ接続に統一することにより，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が
可能な設計とする。

機能要求①
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース

設計方針（操作性の確
保）

40

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽は，通常時において，重大事故等
への対処に必要な機能を確認するため，水位を定期的に確認することがで
きる設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な
設計とする。

機能要求①
第１貯水槽
第２貯水槽

設計方針（試験・検査
性）

41

水供給設備の大型移送ポンプ車は，通常時において，重大事故等への対処
に必要な機能を確認するため，外観点検，員数確認，性能確認，分解点検
等が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が
可能な設計とする。

機能要求① 大型移送ポンプ車
設計方針（試験・検査
性）

42
水供給設備の大型移送ポンプ車は，車両として運転状態の確認及び外観の
確認が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，保修等
が可能な設計とする。

機能要求① 大型移送ポンプ車
設計方針（試験・検査
性）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ － 大型移送ポンプ車 － － －

○ － 大型移送ポンプ車 － － －

○ － 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置） － － －

○ － 施設共通　基本設計方針（固縛等の措置） － － －

○ － 施設共通　基本設計方針 － － －

○ － 施設共通　基本設計方針 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重⼤事故等対処設備が使⽤される条
件の下における健全性に関する説明書
4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【4. 環境条件等　(1) 環境条件　b.可搬型重大
事故等対処設備】
可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事
故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，
放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮
できるよう，その設置場所(使用場所)及び保管場
所に応じた耐環境性を有する設計とする。
（以下省略）

○ － 大型移送ポンプ車 － － －

Ⅵ-1-1-4-2　重⼤事故等対処設備が使⽤される条
件の下における健全性に関する説明書
4. 環境条件等
(5) 可搬型重大事故等対処設備の設置場所

【4. 環境条件等　(5) 可搬型重大事故等対処設
備の設置場所】
可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事
故等が発生した場合においても設
置及び常設設備との接続に支障がないように，線
量率の高くなるおそれの少ない設置
場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置
等により当該設備の設置場所で操作
可能な設計，遮蔽設備を有する中央制御室，使用
済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制
御室並びに緊急時対策所で操作可能な設計によ
り，当該設備の設置及び常設設備との
接続が可能な設計とする。
（以下省略）

○ －
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース

－ － －

Ⅵ-1-1-4-2　重⼤事故等対処設備が使⽤される条
件の下における健全性に関する説明書
5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

【5. 操作性及び試験・検査性　(1) 操作性の確
保】
重大事故等対処設備は，手順書の整備，訓練・教
育により，想定される重大事故等が発生した場合
においても，確実に操作でき，事業指定(変更許
可)申請書「八、再処理施設において核燃料物質
が臨界状態になることその他の事故が発生した場
合における当該事故に対処するために必要な施設
及び体制の整備に関する事項」で考慮した要員数
と想定時間内で，アクセスルートの確保を含め重
大事故等に対処できる設計とする。
（以下省略）

○ －
第１貯水槽
第２貯水槽

－ － －

○ － 大型移送ポンプ車 － － －

○ － 大型移送ポンプ車 － － －

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

【5. 操作性及び試験・検査性　(2) 試験・検査
性】
重大事故等対処設備は，通常時において，重大事
故等への対処に必要な機能を確認す
るための試験又は検査並びに当該機能を健全に維
持するための保守及び修理が実施で
きるよう，機能・性能の確認，漏えいの有無の確
認，分解点検等ができる構造とする。
（以下省略）

【3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等　(1)
多様性，位置的分散　b.可搬型重大事故等対処設
備】
可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によって
設計基準事故に対処するための設備の安全機能又
は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処す
るために必要な機能と同時にその機能が損なわれ
るおそれがないよう，共通要因の特性を踏まえ，
可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮し
て適切な措置を講ずる設計とする。
（以下省略）

Ⅵ-1-1-4-2　重⼤事故等対処設備が使⽤される条
件の下における健全性に関する説明書
4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【4. 環境条件等　(1) 環境条件　b.可搬型重大
事故等対処設備】
可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事
故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，
放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮
できるよう，その設置場所(使用場所)及び保管場
所に応じた耐環境性を有する設計とする。
（以下省略）

Ⅵ-1-1-4-2　重⼤事故等対処設備が使⽤される条
件の下における健全性に関する説明書
3. 多様性，位置的分散，悪影響防止等
(1) 多様性，位置的分散
b.可搬型重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-4-2　重⼤事故等対処設備が使⽤される条
件の下における健全性に関する説明書
5. 操作性及び試験・検査性
(2) 試験・検査性
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十六条 電源設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２章　個別項目
7. その他再処理設備の附属施設
7.1 動力装置及び非常用動力装置
7.1.1 電気設備

1

電気設備の設計に係る共通的な設計方針については，第１章　共通項目の
「２．地盤」，「３．自然現象等」，「５．火災等による損傷の防止」，
「６．再処理施設内における溢水による損傷の防止」，「７．再処理施設内
における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」，「９．設備に対する要求」
及び「10. その他」に基づくものとする。

冒頭宣言 － 基本方針 － － － － － － －

2
設計基準事故に対処するための設備の電源が喪失したことにより重大事故等
が発生した場合において当該重大事故等に対処するために必要な電力を確保
するために代替電源設備及び代替所内電気設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

3
重大事故等の対処に必要な電力を確保するための設備は，代替電源設備及び
代替所内電気設備で構成し，電力を供給できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

4

全交流動力電源喪失が発生した場合において，冷却機能の喪失による蒸発乾
固に対処するための設備，放射線分解により発生する水素による爆発に対処
するための設備，使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備，制御室の居住性
を確保するための設備，計装設備及び通信連絡に必要な電力を確保できる設
計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

5

全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する動的機器の機能喪失又は人為的
な過失の重畳を要因として発生する臨界事故の拡大を防止するための設備，
有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備，冷却機能の喪失によ
る蒸発乾固に対処するための設備，放射線分解により発生する水素による爆
発に対処するための設備，使用済燃料貯蔵槽の冷却等の対処に用いる放射線
監視設備，計装設備及び通信連絡を行うために必要な設備に電力を供給する
設備については，設計基準対象の施設の保安電源設備の一部を兼用し，常設
重大事故等対処設備として位置付け，必要な電力を供給する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

6

全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処するための電
気設備は，設計基準対象の施設の保安電源設備の一部である受電開閉設備等
を兼用し，同じ系統構成で常設重大事故等対処設備として使用する設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

7

外部電源が健全な環境の条件において，動的機器の機能喪失又は人為的な過
失の重畳を要因として発生する重大事故等の対処に必要な電力を供給する設
備は，設計基準事故に対処するための電気設備を常設重大事故等対処設備と
して位置付け，位置的分散は不要とする設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

8

重大事故等発生前（通常時）の動的機器の機能喪失又は人為的な過失の重畳
を要因として発生する臨界事故及び有機溶媒等による火災又は爆発の対処に
ついては，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系，重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備，代替可溶性中性
子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，重大事故
時供給停止回路，計測制御装置，制御室換気設備，廃ガス貯留設備，放射線
監視設備，試料分析関係設備，環境管理設備，臨界事故時水素掃気系及び通
信連絡設備を使用するため，設計基準対象の施設の保安電源設備の一部であ
る受電開閉設備，受電変圧器， 6.9ｋＶ非常用主母線，6.9ｋＶ運転予備用
主母線，6.9ｋＶ常用主母線，6.9ｋＶ非常用母線，6.9ｋＶ運転予備用母
線，6.9ｋＶ常用母線，460Ｖ非常用母線，460Ｖ運転予備用母線，非常用直
流電源設備，直流電源設備，非常用計測制御用交流電源設備及び計測制御用
交流電源設備を常設重大事故等対処設備（設計基準対象の施設と兼用）とし
て位置付け，必要な電力を確保できる設計とする。

機能要求①

受電開閉設備
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備

設計方針（電気設備） － － － － －

9

7.1.1.9 代替電源設備
代替電源設備は，前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建
屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベ
ル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
可搬型発電機で構成し，設置場所で他の設備から独立して使用可能とするこ
とにより，電力を供給できる設計とする。

設置要求 可搬型発電機 設計方針（電気設備） － － － － －

10
代替電源設備は，監視設備，計測制御設備，計測制御装置，制御室換気設
備，代替換気設備，代替モニタリング設備及び代替通信連絡設備に必要な電
力を確保できる設計とする。

設置要求 可搬型発電機 設計方針（電気設備） － － － － －

11
代替電源設備は，非常用ディーゼル発電機に対して，独立性を有し，位置的
分散を図る設計とし，必要な期間にわたり重大事故等への対処に必要となる
十分な容量を確保する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

12

重大事故等時において，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する制御建屋可搬型発電
機は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等対処に同時に
対処することを考慮し，十分な容量を確保することで，共用によって重大事
故等時の対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
機能要求②

可搬型発電機 設計方針（悪影響防止）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

－ － － － －

13

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機は，計測
制御設備のけん引車を兼用し，外部保管エリアから建屋近傍まで運搬する設
計とする。なお，けん引車については第2章　個別項目の「4.1　計測制御設
備」に示す。

機能要求① 可搬型発電機 設計方針（設備構成）
Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設
備に関する説明書

【Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書】
・重大事故等の対処に必要なけん引車の基本方針
について，説明する。

－ － － － －

14

代替電源設備は，共通要因によって第１非常用ディーゼル発電機又は第２非
常用ディーゼル発電機と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，異
なる燃料を使用することで，第１非常用ディーゼル発電機又は第２非常用
ディーゼル発電機に対して，多様性を図る設計とする。

機能要求① 可搬型発電機
設計方針（多様性，位置
的分散等（可搬型重大事
故等対処設備））

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等
・重大事故等対処設備の多様性の考慮を説明す
る。

－ － － － －

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

【2.2可搬型の非常用発電装置の出力に関する設計
方針】
・技術基準への適合性に関する説明，基本設計方
針を示す。
・重大事故等対処における電源設備の構成につい
て，説明する。

【2.4　全交流動力電源喪失を要因とせずに発生す
る重大事故等に対処するための電気設備】
・全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重
大事故等への対処に必要な電気設備の基本方針を
示す。

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
〇重大事故等対処設備の個数及び容量
・代替電源設備の個数及び容量について，設定根
拠説明書にて説明する。

【2.2可搬型の非常用発電装置の出力に関する設計
方針】
・技術基準への適合性に関する説明，基本設計方
針を示す。
・重大事故等対処における電源設備の構成につい
て，説明する。
【3.2可搬型の非常用発電装置】
・発電機に接続される負荷，負荷に伴う出力の決
定に関する考え方，結果を示す。

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-1　非常用発電装置の出力の決定に関す
る説明書
2.2可搬型の非常用発電装置の出力に関する設計方
針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
2.4　全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する
重大事故等に対処するための電気設備

Ⅵ-1-1-3
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-1　非常用発電装置の出力の決定に関す
る説明書
2.2可搬型の非常用発電装置の出力に関する設計方
針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十六条 電源設備）

別紙２

第２章　個別項目
7. その他再処理設備の附属施設
7.1 動力装置及び非常用動力装置
7.1.1 電気設備

1

電気設備の設計に係る共通的な設計方針については，第１章　共通項目の
「２．地盤」，「３．自然現象等」，「５．火災等による損傷の防止」，
「６．再処理施設内における溢水による損傷の防止」，「７．再処理施設内
における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」，「９．設備に対する要求」
及び「10. その他」に基づくものとする。

冒頭宣言 － 基本方針

2
設計基準事故に対処するための設備の電源が喪失したことにより重大事故等
が発生した場合において当該重大事故等に対処するために必要な電力を確保
するために代替電源設備及び代替所内電気設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

3
重大事故等の対処に必要な電力を確保するための設備は，代替電源設備及び
代替所内電気設備で構成し，電力を供給できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

4

全交流動力電源喪失が発生した場合において，冷却機能の喪失による蒸発乾
固に対処するための設備，放射線分解により発生する水素による爆発に対処
するための設備，使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備，制御室の居住性
を確保するための設備，計装設備及び通信連絡に必要な電力を確保できる設
計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

5

全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する動的機器の機能喪失又は人為的
な過失の重畳を要因として発生する臨界事故の拡大を防止するための設備，
有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備，冷却機能の喪失によ
る蒸発乾固に対処するための設備，放射線分解により発生する水素による爆
発に対処するための設備，使用済燃料貯蔵槽の冷却等の対処に用いる放射線
監視設備，計装設備及び通信連絡を行うために必要な設備に電力を供給する
設備については，設計基準対象の施設の保安電源設備の一部を兼用し，常設
重大事故等対処設備として位置付け，必要な電力を供給する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

6

全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処するための電
気設備は，設計基準対象の施設の保安電源設備の一部である受電開閉設備等
を兼用し，同じ系統構成で常設重大事故等対処設備として使用する設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

7

外部電源が健全な環境の条件において，動的機器の機能喪失又は人為的な過
失の重畳を要因として発生する重大事故等の対処に必要な電力を供給する設
備は，設計基準事故に対処するための電気設備を常設重大事故等対処設備と
して位置付け，位置的分散は不要とする設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

8

重大事故等発生前（通常時）の動的機器の機能喪失又は人為的な過失の重畳
を要因として発生する臨界事故及び有機溶媒等による火災又は爆発の対処に
ついては，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系，重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備，代替可溶性中性
子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，重大事故
時供給停止回路，計測制御装置，制御室換気設備，廃ガス貯留設備，放射線
監視設備，試料分析関係設備，環境管理設備，臨界事故時水素掃気系及び通
信連絡設備を使用するため，設計基準対象の施設の保安電源設備の一部であ
る受電開閉設備，受電変圧器， 6.9ｋＶ非常用主母線，6.9ｋＶ運転予備用
主母線，6.9ｋＶ常用主母線，6.9ｋＶ非常用母線，6.9ｋＶ運転予備用母
線，6.9ｋＶ常用母線，460Ｖ非常用母線，460Ｖ運転予備用母線，非常用直
流電源設備，直流電源設備，非常用計測制御用交流電源設備及び計測制御用
交流電源設備を常設重大事故等対処設備（設計基準対象の施設と兼用）とし
て位置付け，必要な電力を確保できる設計とする。

機能要求①

受電開閉設備
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備

設計方針（電気設備）

9

7.1.1.9 代替電源設備
代替電源設備は，前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建
屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベ
ル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
可搬型発電機で構成し，設置場所で他の設備から独立して使用可能とするこ
とにより，電力を供給できる設計とする。

設置要求 可搬型発電機 設計方針（電気設備）

10
代替電源設備は，監視設備，計測制御設備，計測制御装置，制御室換気設
備，代替換気設備，代替モニタリング設備及び代替通信連絡設備に必要な電
力を確保できる設計とする。

設置要求 可搬型発電機 設計方針（電気設備）

11
代替電源設備は，非常用ディーゼル発電機に対して，独立性を有し，位置的
分散を図る設計とし，必要な期間にわたり重大事故等への対処に必要となる
十分な容量を確保する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

12

重大事故等時において，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する制御建屋可搬型発電
機は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等対処に同時に
対処することを考慮し，十分な容量を確保することで，共用によって重大事
故等時の対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
機能要求②

可搬型発電機 設計方針（悪影響防止）

13

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機は，計測
制御設備のけん引車を兼用し，外部保管エリアから建屋近傍まで運搬する設
計とする。なお，けん引車については第2章　個別項目の「4.1　計測制御設
備」に示す。

機能要求① 可搬型発電機 設計方針（設備構成）

14

代替電源設備は，共通要因によって第１非常用ディーゼル発電機又は第２非
常用ディーゼル発電機と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，異
なる燃料を使用することで，第１非常用ディーゼル発電機又は第２非常用
ディーゼル発電機に対して，多様性を図る設計とする。

機能要求① 可搬型発電機
設計方針（多様性，位置
的分散等（可搬型重大事
故等対処設備））

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

△ 基本方針 基本方針 基本方針 － － － －

〇 基本方針 基本方針 － － －

〇 基本方針 基本方針 － － －

〇 基本方針 基本方針 － － －

〇 基本方針 基本方針 基本方針 － －

〇 基本方針 基本方針 － － －

〇 基本方針 基本方針 基本方針 － －

〇

受電開閉設備
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備

所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備

受電開閉設備
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備

－ －

〇 可搬型発電機 可搬型発電機 － － －

〇 可搬型発電機 可搬型発電機 － － －

〇 基本方針 基本方針 － － －

〇 － 可搬型発電機 － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

〇 可搬型発電機 － － － －
Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設
備に関する説明書

【Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための
設備に関する説明書】
・重大事故等の対処に必要なけん引車の基本方針
について，説明する。

〇 可搬型発電機 可搬型発電機 － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等
・重大事故等対処設備の多様性の考慮を説明す
る。

第２回

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-1　非常用発電装置の出力の決定に関す
る説明書
2.2可搬型の非常用発電装置の出力に関する設計方
針

【2.2可搬型の非常用発電装置の出力に関する設計
方針】
・技術基準への適合性に関する説明，基本設計方
針を示す。
・重大事故等対処における電源設備の構成につい
て，説明する。

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
2.4　全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する
重大事故等に対処するための電気設備

【2.4　全交流動力電源喪失を要因とせずに発生す
る重大事故等に対処するための電気設備】
・全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重
大事故等への対処に必要な電気設備の基本方針を
示す。

Ⅵ-1-1-3
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-1　非常用発電装置の出力の決定に関す
る説明書
2.2可搬型の非常用発電装置の出力に関する設計方
針

【Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書】
〇重大事故等対処設備の個数及び容量
・代替電源設備の個数及び容量について，設定根
拠説明書にて説明する。

【2.2可搬型の非常用発電装置の出力に関する設計
方針】
・技術基準への適合性に関する説明，基本設計方
針を示す。
・重大事故等対処における電源設備の構成につい
て，説明する。
【3.2可搬型の非常用発電装置】
・発電機に接続される負荷，負荷に伴う出力の決
定に関する考え方，結果を示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十六条 電源設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

15

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機は，共通
要因によって第１非常用ディーゼル発電機と同時にその機能が損なわれるお
それがないよう，通常は外部保管エリアに保管し，対処時は建屋近傍の屋外
に運搬し使用することで，第１非常用ディーゼル発電機に対して独立性を有
する設計とする。

機能要求① 可搬型発電機
設計方針（多様性，位置
的分散等（可搬型重大事
故等対処設備））

－ － － － －

16

代替電源設備の前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋
可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レベ
ル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機は，共通要因によって第２非常用ディー
ゼル発電機と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，通常は前処理
建屋，分離建屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベ
ル廃液ガラス固化建屋の近傍の屋外に保管し，対処時はその場で運転し使用
することで，第２非常用ディーゼル発電機に対して独立性を有する設計とす
る。

機能要求① 可搬型発電機
設計方針（多様性，位置
的分散等（可搬型重大事
故等対処設備））

－ － － － －

17

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機は，共通
要因によって使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の第１非常用ディーゼル発電機
と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時のバックアップ
を含めて必要な数量を第１非常用ディーゼル発電機を設置する建屋から100
ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して保管すること
で位置的分散を図る設計とする。

設置要求 可搬型発電機
設計方針（多様性，位置
的分散等（可搬型重大事
故等対処設備））

－ － － － －

18

代替電源設備の前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋
可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レベ
ル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機は，共通要因によって第２非常用ディー
ゼル発電機と同時にその機能が損なわれるおそれがないように故障時のバッ
クアップを含めて必要な数量を第２非常用ディーゼル発電機を設置する建屋
から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，
対処を行う建屋近傍にも保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求 可搬型発電機
設計方針（多様性，位置
的分散等（可搬型重大事
故等対処設備））

－ － － － －

19
代替電源設備は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の
設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 可搬型発電機 設計方針（悪影響防止）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備の悪影響について考慮する
事項を説明する。

－ － － － －

20

屋外に保管する代替電源設備の前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発
電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発
電機及び高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機は，竜巻により飛来物と
ならないよう必要に応じて固縛等の措置をとることで他の設備に悪影響を及
ぼさない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（悪影響防止）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備の悪影響について考慮する
事項を説明する。

－ － － － －

21

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機は，重大
事故等に対処するために必要な電力を確保するために必要な容量を有する設
計とするとともに，保有数は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守
による待機除外時のバックアップを含め必要な台数を確保する設計とする。

機能要求② 可搬型発電機
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － － －

22

代替電源設備の前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋
可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レベ
ル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機は，重大事故等に対処するために必要な
電力を確保するために必要な容量を有する設計とするとともに，保有数は，
必要数並びに予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバックアッ
プを含め必要な台数を確保する設計とする。

機能要求② 可搬型発電機
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － － －

23

前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レベル廃液ガラス固
化建屋可搬型発電機は，複数の敷設ルートで対処できるよう必要数を複数の
敷設ルートに確保する設計とする。

機能要求② 可搬型発電機
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － － －

24

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機は，外部
からの衝撃による損傷を防止できる第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯
水所に保管し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

設置要求 可搬型発電機
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － － －

25

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機は，内部
発生飛散物の影響を考慮し，第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所の
内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 可搬型発電機
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － － －

26

屋外に保管する代替電源設備の前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発
電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発
電機及び高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機は，風（台風）及び竜巻
に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，必要により当該設備
の転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － － －

27

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替電源設備
は，第１章　共通項目の「9.2 重大事故等対処設備」の「9.2.7 地震を要因
とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることでその
機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 施設共通　基本設計方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － － －

28
代替電源設備は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない
高さへの保管，被水防護及び被液防護を行うことにより，重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
運用要求

可搬型発電機
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － － －

29
代替電源設備は，配管の全周破断に対して，漏えいした放射性物質を含む腐
食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受けない位置に保管することによ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 可搬型発電機
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － － －

30
代替電源設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても設置及び
常設設備との接続に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場
所を選定し，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。

設置要求 可搬型発電機
設計方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － － －

Ⅵ-1-1-3
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書

Ⅵ-1-8-1-1
非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.2可搬型の非常用発電装置

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等
・重大事故等対処設備の独立性について説明す
る。

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等
・重大事故等対処設備の位置的分散について説明
する。

【Ⅵ-1-1-3
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
〇重大事故等対処設備の個数及び容量
・代替電源設備の個数及び容量について，設定根
拠説明書にて説明する。

【Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書】
・アクセスルートについて説明する。

【3.2可搬型の非常用発電装置】
・発電機に接続される負荷，負荷に伴う出力の決
定に関する考え方，結果を示す。

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十六条 電源設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

15

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機は，共通
要因によって第１非常用ディーゼル発電機と同時にその機能が損なわれるお
それがないよう，通常は外部保管エリアに保管し，対処時は建屋近傍の屋外
に運搬し使用することで，第１非常用ディーゼル発電機に対して独立性を有
する設計とする。

機能要求① 可搬型発電機
設計方針（多様性，位置
的分散等（可搬型重大事
故等対処設備））

16

代替電源設備の前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋
可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レベ
ル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機は，共通要因によって第２非常用ディー
ゼル発電機と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，通常は前処理
建屋，分離建屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベ
ル廃液ガラス固化建屋の近傍の屋外に保管し，対処時はその場で運転し使用
することで，第２非常用ディーゼル発電機に対して独立性を有する設計とす
る。

機能要求① 可搬型発電機
設計方針（多様性，位置
的分散等（可搬型重大事
故等対処設備））

17

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機は，共通
要因によって使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の第１非常用ディーゼル発電機
と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時のバックアップ
を含めて必要な数量を第１非常用ディーゼル発電機を設置する建屋から100
ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して保管すること
で位置的分散を図る設計とする。

設置要求 可搬型発電機
設計方針（多様性，位置
的分散等（可搬型重大事
故等対処設備））

18

代替電源設備の前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋
可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レベ
ル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機は，共通要因によって第２非常用ディー
ゼル発電機と同時にその機能が損なわれるおそれがないように故障時のバッ
クアップを含めて必要な数量を第２非常用ディーゼル発電機を設置する建屋
から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，
対処を行う建屋近傍にも保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求 可搬型発電機
設計方針（多様性，位置
的分散等（可搬型重大事
故等対処設備））

19
代替電源設備は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の
設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 可搬型発電機 設計方針（悪影響防止）

20

屋外に保管する代替電源設備の前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発
電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発
電機及び高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機は，竜巻により飛来物と
ならないよう必要に応じて固縛等の措置をとることで他の設備に悪影響を及
ぼさない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（悪影響防止）

21

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機は，重大
事故等に対処するために必要な電力を確保するために必要な容量を有する設
計とするとともに，保有数は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守
による待機除外時のバックアップを含め必要な台数を確保する設計とする。

機能要求② 可搬型発電機
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

22

代替電源設備の前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋
可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レベ
ル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機は，重大事故等に対処するために必要な
電力を確保するために必要な容量を有する設計とするとともに，保有数は，
必要数並びに予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバックアッ
プを含め必要な台数を確保する設計とする。

機能要求② 可搬型発電機
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

23

前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レベル廃液ガラス固
化建屋可搬型発電機は，複数の敷設ルートで対処できるよう必要数を複数の
敷設ルートに確保する設計とする。

機能要求② 可搬型発電機
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

24

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機は，外部
からの衝撃による損傷を防止できる第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯
水所に保管し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

設置要求 可搬型発電機
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

25

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機は，内部
発生飛散物の影響を考慮し，第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所の
内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 可搬型発電機
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

26

屋外に保管する代替電源設備の前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発
電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発
電機及び高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機は，風（台風）及び竜巻
に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，必要により当該設備
の転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

27

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替電源設備
は，第１章　共通項目の「9.2 重大事故等対処設備」の「9.2.7 地震を要因
とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることでその
機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 施設共通　基本設計方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

28
代替電源設備は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない
高さへの保管，被水防護及び被液防護を行うことにより，重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
運用要求

可搬型発電機
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

29
代替電源設備は，配管の全周破断に対して，漏えいした放射性物質を含む腐
食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受けない位置に保管することによ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 可搬型発電機
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

30
代替電源設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても設置及び
常設設備との接続に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場
所を選定し，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。

設置要求 可搬型発電機
設計方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 可搬型発電機 － － － －

〇 － 可搬型発電機 － － －

〇 可搬型発電機 － － － －

〇 － 可搬型発電機 － － －

〇 可搬型発電機 可搬型発電機 － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備の悪影響について考慮する
事項を説明する。

〇 － 施設共通　基本設計方針 － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備の悪影響について考慮する
事項を説明する。

〇 可搬型発電機 － － －
＜発電機＞
・容量
・燃料

〇 － 可搬型発電機 － －
＜発電機＞
・容量
・燃料

〇 － 可搬型発電機 － － －

〇 可搬型発電機 － － － －

〇 基本方針 － － － －

〇 施設共通 基本設計方針 施設共通 基本設計方針 － － －

〇 施設共通 基本設計方針 施設共通　基本設計方針 － － －

〇
可搬型発電機
施設共通　基本設計方針

可搬型発電機
施設共通　基本設計方針

－ － －

〇 可搬型発電機 可搬型発電機 － － －

〇 可搬型発電機 可搬型発電機 － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等
・重大事故等対処設備の独立性について説明す
る。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等
・重大事故等対処設備の位置的分散について説明
する。

Ⅵ-1-1-3
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書

Ⅵ-1-8-1-1
非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.2可搬型の非常用発電装置

【Ⅵ-1-1-3
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
〇重大事故等対処設備の個数及び容量
・代替電源設備の個数及び容量について，設定根
拠説明書にて説明する。

【Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書】
・アクセスルートについて説明する。

【3.2可搬型の非常用発電装置】
・発電機に接続される負荷，負荷に伴う出力の決
定に関する考え方，結果を示す。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十六条 電源設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

31
代替電源設備は，コネクタ接続に統一することにより，速やかに，容易かつ
確実に現場での接続が可能な設計とする。

機能要求① 可搬型発電機
設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の操作性の確保
・重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

－ － － － －

32
代替電源設備は，通常時において，重大事故等への対処に必要な機能を確認
するため，外観検査及び絶縁抵抗測定による性能確認が可能な設計とする。

機能要求① 可搬型発電機
設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の試験・検査性
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

33

7.1.1.10 代替所内電気設備

代替所内電気設備は，常設の重大事故対処用母線，可搬型分電盤及び可搬型
電源ケーブルで構成し，設置場所で他の設備から独立して使用可能とするこ
とにより，電力を供給できる設計とする。

設置要求
重大事故対処用母線
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

設計方針（電気設備） － － － － －

34
代替所内電気設備は，監視設備，計測制御設備，計測制御装置，制御室換気
設備，代替換気設備，代替モニタリング設備及び代替通信連絡設備に必要な
電力を確保できる設計とする。

設置要求
重大事故対処用母線
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

設計方針（電気設備） － － － － －

35
代替所内電気設備は，共通要因によって設計基準事故に対処するための設備
である安全上重要な施設への電力を供給するための設備と同時に機能を損な
わない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

36
重大事故対処用母線は，少なくとも１系統は機能の維持及び人の接近性の確
保を図る設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

37
重大事故対処用母線は，非常用所内電源系統に対して，独立性を有し，位置
的分散を図る設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

38

a.重大事故対処用母線
代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，共通要因によって非常用所内電
源系統と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，安全上重要な施設
へ電力を供給するための設備と異なる系統構成とすることで，非常用所内電
源系統に対して，独立性を有する設計とする。

機能要求① 重大事故対処用母線
設計方針（多様性，位置
的分散等（常設重大事故
等対処設備））

－ － － － －

39

代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，共通要因によって非常用所内電
源系統と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，非常用所内電源系
統と異なる系統として設置することにより，非常用所内電源系統と位置的分
散を図る設計とする。

設置要求 重大事故対処用母線
設計方針（多様性，位置
的分散等（常設重大事故
等対処設備））

－ － － － －

40

建屋の外から電力を供給する可搬型電源ケーブルと重大事故対処用母線との
接続口は，共通要因によって接続することができなくなることを防止するた
め，複数のアクセスルートを踏まえて自然現象，人為事象及び故意による大
型航空機の衝突その他のテロリズムに対して，前処理建屋，分離建屋，精製
建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋
内の適切に隔離した隣接しない位置の異なる複数の場所に設置する設計とす
る。また，溢水，化学薬品漏えい及び火災によって同時にその機能が損なわ
れるおそれがないよう，それぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設計と
する。

設置要求 重大事故対処用母線

設計方針（多様性，位置
的分散等（可搬型重大事
故等対処設備と常設重大
事故等対処設備の接続
口））

－ － － － －

41
代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，他の設備から独立して単独で使
用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 重大事故対処用母線 設計方針（悪影響防止）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備の悪影響防止について説明
する。

－ － － － －

42

代替所内電気設備の前処理建屋の重大事故対処用母線，分離建屋の重大事故
対処用母線，精製建屋の重大事故対処用母線，ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋の重大事故対処用母線及び高レベル廃液ガラス固化建屋の重大事故対
処用母線は，重大事故等に対処するために必要な容量を有する設計とすると
ともに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた各建屋で必要な数量を
有する設計とする。

機能要求② 重大事故対処用母線
設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

Ⅵ-1-1-3
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書

【Ⅵ-1-1-3
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
〇重大事故等対処設備の個数及び容量
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

－ － － － －

43

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替所内電気設
備の重大事故対処用母線は，第１章　共通項目の「9.2 重大事故等対処設
備」の「9.2.7 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基
づく設計とすることでその機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 施設共通　基本設計方針
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

44

代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，外部からの衝撃による損傷を防
止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に設置し，風（台風）等により重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 重大事故対処用母線
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

45
代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，溢水量及び化学薬品の漏えい量
を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護を行うこと
により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
運用要求

重大事故対処用母線
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等
・重大事故等対処設備の独立性，位置的分散につ
いて説明する。

【2.2　代替所内電気設備に係る設計方針】
・技術基準への適合性に関する説明，基本設計方
針を示す。
・重大事故等対処における電源設備の構成につい
て，説明する。

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等
・重大事故等対処設備の独立性，位置的分散につ
いて説明する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-1　非常用発電装置の出力の決定に関す
る説明書
2.2　代替所内電気設備に係る設計方針

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十六条 電源設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

31
代替電源設備は，コネクタ接続に統一することにより，速やかに，容易かつ
確実に現場での接続が可能な設計とする。

機能要求① 可搬型発電機
設計方針（操作性の確
保）

32
代替電源設備は，通常時において，重大事故等への対処に必要な機能を確認
するため，外観検査及び絶縁抵抗測定による性能確認が可能な設計とする。

機能要求① 可搬型発電機
設計方針（試験・検査
性）

33

7.1.1.10 代替所内電気設備

代替所内電気設備は，常設の重大事故対処用母線，可搬型分電盤及び可搬型
電源ケーブルで構成し，設置場所で他の設備から独立して使用可能とするこ
とにより，電力を供給できる設計とする。

設置要求
重大事故対処用母線
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

設計方針（電気設備）

34
代替所内電気設備は，監視設備，計測制御設備，計測制御装置，制御室換気
設備，代替換気設備，代替モニタリング設備及び代替通信連絡設備に必要な
電力を確保できる設計とする。

設置要求
重大事故対処用母線
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

設計方針（電気設備）

35
代替所内電気設備は，共通要因によって設計基準事故に対処するための設備
である安全上重要な施設への電力を供給するための設備と同時に機能を損な
わない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

36
重大事故対処用母線は，少なくとも１系統は機能の維持及び人の接近性の確
保を図る設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

37
重大事故対処用母線は，非常用所内電源系統に対して，独立性を有し，位置
的分散を図る設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

38

a.重大事故対処用母線
代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，共通要因によって非常用所内電
源系統と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，安全上重要な施設
へ電力を供給するための設備と異なる系統構成とすることで，非常用所内電
源系統に対して，独立性を有する設計とする。

機能要求① 重大事故対処用母線
設計方針（多様性，位置
的分散等（常設重大事故
等対処設備））

39

代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，共通要因によって非常用所内電
源系統と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，非常用所内電源系
統と異なる系統として設置することにより，非常用所内電源系統と位置的分
散を図る設計とする。

設置要求 重大事故対処用母線
設計方針（多様性，位置
的分散等（常設重大事故
等対処設備））

40

建屋の外から電力を供給する可搬型電源ケーブルと重大事故対処用母線との
接続口は，共通要因によって接続することができなくなることを防止するた
め，複数のアクセスルートを踏まえて自然現象，人為事象及び故意による大
型航空機の衝突その他のテロリズムに対して，前処理建屋，分離建屋，精製
建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋
内の適切に隔離した隣接しない位置の異なる複数の場所に設置する設計とす
る。また，溢水，化学薬品漏えい及び火災によって同時にその機能が損なわ
れるおそれがないよう，それぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設計と
する。

設置要求 重大事故対処用母線

設計方針（多様性，位置
的分散等（可搬型重大事
故等対処設備と常設重大
事故等対処設備の接続
口））

41
代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，他の設備から独立して単独で使
用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 重大事故対処用母線 設計方針（悪影響防止）

42

代替所内電気設備の前処理建屋の重大事故対処用母線，分離建屋の重大事故
対処用母線，精製建屋の重大事故対処用母線，ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋の重大事故対処用母線及び高レベル廃液ガラス固化建屋の重大事故対
処用母線は，重大事故等に対処するために必要な容量を有する設計とすると
ともに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた各建屋で必要な数量を
有する設計とする。

機能要求② 重大事故対処用母線
設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

43

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替所内電気設
備の重大事故対処用母線は，第１章　共通項目の「9.2 重大事故等対処設
備」の「9.2.7 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基
づく設計とすることでその機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 施設共通　基本設計方針
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

44

代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，外部からの衝撃による損傷を防
止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に設置し，風（台風）等により重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 重大事故対処用母線
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

45
代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，溢水量及び化学薬品の漏えい量
を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護を行うこと
により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
運用要求

重大事故対処用母線
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 可搬型発電機 可搬型発電機 － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の操作性の確保
・重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

〇 可搬型発電機 可搬型発電機 － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の試験・検査性
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

〇
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

重大事故対処用母線
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

－ － －

〇
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

重大事故対処用母線
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

－ － －

〇 － 基本方針 － － －

〇 － 基本方針 － － －

〇 基本方針 基本方針 － － －

〇 － 重大事故対処用母線 － － －

〇 － 重大事故対処用母線 － － －

〇 － 重大事故対処用母線 － － －

〇 － 重大事故対処用母線 － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備の悪影響防止について説明
する。

〇 － 重大事故対処用母線 － －
＜電源盤＞
・容量

Ⅵ-1-1-3
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書

【Ⅵ-1-1-3
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
〇重大事故等対処設備の個数及び容量
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

〇 － 施設共通　基本設計方針 － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

〇 － 重大事故対処用母線 － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

〇 －
重大事故対処用母線
施設共通　基本設計方針

－ － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等
・重大事故等対処設備の独立性，位置的分散につ
いて説明する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-1　非常用発電装置の出力の決定に関す
る説明書
2.2　代替所内電気設備に係る設計方針

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等
・重大事故等対処設備の独立性，位置的分散につ
いて説明する。

【2.2　代替所内電気設備に係る設計方針】
・技術基準への適合性に関する説明，基本設計方
針を示す。
・重大事故等対処における電源設備の構成につい
て，説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十六条 電源設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

46
代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，内部発生飛散物の影響を考慮
し，内部発生飛散物の影響を受けない場所に設置することにより，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 重大事故対処用母線
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

－ － － － －

47

代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，配管の全周破断に対して，影響
を受けない場所に設置することにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性
の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

設置要求 重大事故対処用母線
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

－ － － － －

48
代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，コネクタ接続に統一することに
より，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とする。

機能要求① 重大事故対処用母線
設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の操作性の確保
・重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

－ － － － －

49
代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，通常時において，重大事故等へ
の対処に必要な機能を確認するため，外観検査及び絶縁抵抗測定による性能
確認が可能な設計とする。

機能要求① 重大事故対処用母線
設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の試験・検査性
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

50

b.可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブル

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブルは，共通要因に
よって非常用所内電源系統と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ
う，通常は，非常用所内電源系統と異なる場所に保管し，対処時は，非常用
所内電源系統と異なる系統構成とすることで，非常用所内電源系統に対して
独立性を有する設計とする。

機能要求①
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

設計方針（多様性，位置
的分散等（可搬型重大事
故等対処設備））

－ － － － －

51

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブルは，共通要因に
よって非常用所内電源系統と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう
に，故障時のバックアップも含めて必要な数量を非常用所内電源系統を設置
する建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアの保管庫に保
管するとともに，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋にも保管することで
位置的分散を図る。前処理建屋，分離建屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・
プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋内に保管する場合
は非常用所内電源系統が設置される場所と異なる場所に保管することで位置
的分散を図る設計とする。

設置要求
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

設計方針（多様性，位置
的分散等（可搬型重大事
故等対処設備））

－ － － － －

52

建屋の外から電力を供給する可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブルと重大事
故対処用母線との接続口は，共通要因によって接続することができなくなる
ことを防止するため，複数のアクセスルートを踏まえて自然現象，人為事象
及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して，前処理建
屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル
廃液ガラス固化建屋内の適切に隔離した隣接しない位置の異なる複数の場所
に設置する設計とする。また，溢水，化学薬品漏えい及び火災によって同時
にその機能が損なわれるおそれがないよう，それぞれ互いに異なる複数の場
所に設置する設計とする。

設置要求
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

設計方針（多様性，位置
的分散等（可搬型重大事
故等対処設備と常設重大
事故等対処設備の接続
口））

－ － － － －

53
代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブルは，他の設備から
独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
とする。

機能要求①
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

設計方針（悪影響防止）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備の悪影響防止について説明
する。

－ － － － －

54

代替所内電気設備の前処理建屋の可搬型分電盤，分離建屋の可搬型分電盤，
精製建屋の可搬型分電盤，制御建屋の可搬型分電盤，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋の可搬型分電盤，高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型分電盤
及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電盤は，重大事故等に
対処するために必要な容量を有する設計とするとともに，保有数は，必要数
及び予備として故障時のバックアップを含め必要な台数を確保する設計とす
る。

機能要求② 可搬型分電盤
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

Ⅵ-1-1-3
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書

【Ⅵ-1-1-3
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
〇重大事故等対処設備の個数及び容量
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

－ － － － －

55

代替所内電気設備の前処理建屋の可搬型電源ケーブル，分離建屋の可搬型電
源ケーブル，精製建屋の可搬型電源ケーブル，制御建屋の可搬型電源ケーブ
ル，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の可搬型電源ケーブル，高レベル廃
液ガラス固化建屋の可搬型電源ケーブル並びに使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設の可搬型電源ケーブルは，重大事故等に対処するための系統の目的
に応じて配備する設計とする。また，可搬型電源ケーブルは，複数の敷設
ルートで対処できるよう必要数を複数の敷設ルートに確保するとともに，建
屋内に保管する可搬型電源ケーブルについては予備を含めた個数を必要数と
して確保する設計とする。

設置要求 可搬型電源ケーブル
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
・重大事故等対処設備の数量について説明する。

－ － － － －

56

代替所内電気設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電盤及
び可搬型電源ケーブルは，外部からの衝撃による損傷を防止できる第１保管
庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － － －

57

代替所内電気設備の前処理建屋，分離建屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・
プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型分電盤
及び可搬型電源ケーブルは，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理
建屋，分離建屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
及び高レベル廃液ガラス固化建屋に保管し，風（台風）等により重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － － －

58

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替所内電気設
備の可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブルは，第１章　共通項目の「9.2 重
大事故等対処設備」の「9.2.7 地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計」に基づく設計とすることでその機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 施設共通　基本設計方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － － －

59

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブルは，溢水量及び化
学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被
液防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。

機能要求②
運用要求
設置要求

可搬型分電盤
施設共通　基本設計方針
可搬型電源ケーブル

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － － －

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等
・重大事故等対処設備の独立性，位置的分散につ
いて説明する。

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

46
代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，内部発生飛散物の影響を考慮
し，内部発生飛散物の影響を受けない場所に設置することにより，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 重大事故対処用母線
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

47

代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，配管の全周破断に対して，影響
を受けない場所に設置することにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性
の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

設置要求 重大事故対処用母線
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

48
代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，コネクタ接続に統一することに
より，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とする。

機能要求① 重大事故対処用母線
設計方針（操作性の確
保）

49
代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，通常時において，重大事故等へ
の対処に必要な機能を確認するため，外観検査及び絶縁抵抗測定による性能
確認が可能な設計とする。

機能要求① 重大事故対処用母線
設計方針（試験・検査
性）

50

b.可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブル

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブルは，共通要因に
よって非常用所内電源系統と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ
う，通常は，非常用所内電源系統と異なる場所に保管し，対処時は，非常用
所内電源系統と異なる系統構成とすることで，非常用所内電源系統に対して
独立性を有する設計とする。

機能要求①
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

設計方針（多様性，位置
的分散等（可搬型重大事
故等対処設備））

51

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブルは，共通要因に
よって非常用所内電源系統と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう
に，故障時のバックアップも含めて必要な数量を非常用所内電源系統を設置
する建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアの保管庫に保
管するとともに，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋にも保管することで
位置的分散を図る。前処理建屋，分離建屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・
プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋内に保管する場合
は非常用所内電源系統が設置される場所と異なる場所に保管することで位置
的分散を図る設計とする。

設置要求
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

設計方針（多様性，位置
的分散等（可搬型重大事
故等対処設備））

52

建屋の外から電力を供給する可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブルと重大事
故対処用母線との接続口は，共通要因によって接続することができなくなる
ことを防止するため，複数のアクセスルートを踏まえて自然現象，人為事象
及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して，前処理建
屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル
廃液ガラス固化建屋内の適切に隔離した隣接しない位置の異なる複数の場所
に設置する設計とする。また，溢水，化学薬品漏えい及び火災によって同時
にその機能が損なわれるおそれがないよう，それぞれ互いに異なる複数の場
所に設置する設計とする。

設置要求
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

設計方針（多様性，位置
的分散等（可搬型重大事
故等対処設備と常設重大
事故等対処設備の接続
口））

53
代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブルは，他の設備から
独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
とする。

機能要求①
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

設計方針（悪影響防止）

54

代替所内電気設備の前処理建屋の可搬型分電盤，分離建屋の可搬型分電盤，
精製建屋の可搬型分電盤，制御建屋の可搬型分電盤，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋の可搬型分電盤，高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型分電盤
及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電盤は，重大事故等に
対処するために必要な容量を有する設計とするとともに，保有数は，必要数
及び予備として故障時のバックアップを含め必要な台数を確保する設計とす
る。

機能要求② 可搬型分電盤
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

55

代替所内電気設備の前処理建屋の可搬型電源ケーブル，分離建屋の可搬型電
源ケーブル，精製建屋の可搬型電源ケーブル，制御建屋の可搬型電源ケーブ
ル，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の可搬型電源ケーブル，高レベル廃
液ガラス固化建屋の可搬型電源ケーブル並びに使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設の可搬型電源ケーブルは，重大事故等に対処するための系統の目的
に応じて配備する設計とする。また，可搬型電源ケーブルは，複数の敷設
ルートで対処できるよう必要数を複数の敷設ルートに確保するとともに，建
屋内に保管する可搬型電源ケーブルについては予備を含めた個数を必要数と
して確保する設計とする。

設置要求 可搬型電源ケーブル
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

56

代替所内電気設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電盤及
び可搬型電源ケーブルは，外部からの衝撃による損傷を防止できる第１保管
庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

57

代替所内電気設備の前処理建屋，分離建屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・
プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型分電盤
及び可搬型電源ケーブルは，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理
建屋，分離建屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
及び高レベル廃液ガラス固化建屋に保管し，風（台風）等により重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

58

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる代替所内電気設
備の可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブルは，第１章　共通項目の「9.2 重
大事故等対処設備」の「9.2.7 地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計」に基づく設計とすることでその機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 施設共通　基本設計方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

59

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブルは，溢水量及び化
学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被
液防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。

機能要求②
運用要求
設置要求

可搬型分電盤
施設共通　基本設計方針
可搬型電源ケーブル

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 － 重大事故対処用母線 － － －

〇 － 重大事故対処用母線 － － －

〇 － 重大事故対処用母線 － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の操作性の確保
・重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

〇 － 重大事故対処用母線 － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の試験・検査性
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

〇
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

－ － －

〇
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

－ － －

〇 －
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

－ － －

〇
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

－ － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備の悪影響防止について説明
する。

〇 可搬型分電盤 可搬型分電盤 － －
＜電源盤＞
・容量

Ⅵ-1-1-3
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書

【Ⅵ-1-1-3
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
〇重大事故等対処設備の個数及び容量
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

〇 可搬型電源ケーブル 可搬型電源ケーブル － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
・重大事故等対処設備の数量について説明する。

〇
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

－ － － －

〇 －
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

－ － －

〇 － 施設共通　基本設計方針 － － －

〇
可搬型分電盤
施設共通　基本設計方針
可搬型電源ケーブル

可搬型分電盤
施設共通　基本設計方針
可搬型電源ケーブル

－ － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等
・重大事故等対処設備の独立性，位置的分散につ
いて説明する。

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

948



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十六条 電源設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

60

代替所内電気設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電盤及
び可搬型電源ケーブルは，内部発生飛散物の影響を考慮し，第１保管庫・貯
水所及び第２保管庫・貯水所の屋内の内部発生飛散物の影響を受けない場所
に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。

冒頭宣言
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － － －

61

代替所内電気設備の前処理建屋，分離建屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・
プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型分電盤
及び可搬型電源ケーブルは，内部発生飛散物の影響を考慮し，前処理建屋，
分離建屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高
レベル廃液ガラス固化建屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管す
ることにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － － －

62

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブルは，配管の全周破
断に対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒
等）の影響を受けない位置に保管することにより，重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。

機能要求①
設置要求

可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － － －

63

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブルは，想定される重
大事故等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がない
ように，当該設備の設置場所を，線量率の高くなるおそれの少ない場所を選
定し，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。

設置要求
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

設計方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － － －

64
代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブルは，コネクタ接続
に統一することにより，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な設
計とする。

機能要求①
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の操作性の確保
・重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

－ － － － －

65
代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブルは，通常時におい
て，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，外観検査及び絶縁抵
抗測定による性能確認が可能な設計とする。

機能要求①
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の試験・検査性
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

66

7.1.1.1 受電開閉設備

重大事故等時において，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する受電開閉設備は，再
処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等対処に同時に対処する
ことを考慮し，十分な容量を有する設計とするとともに，十分な系統数以上
を確保することで，共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設
計とする。

機能要求① 受電開閉設備 設計方針（悪影響防止）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

－ － － － －

67
受電開閉設備の一部を兼用する設備は，安全機能を有する施設として使用す
る場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより，他
の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 受電開閉設備 設計方針（悪影響防止）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備の悪影響防止について説明
する。

－ － － － －

68
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する受電開閉設備の一部を兼用する設備は，重大
事故等が収束するために必要な設備の電源容量に対して十分な容量を有する
設計とするとともに，１系統以上有する設計とする。

機能要求① 受電開閉設備
設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

Ⅵ-1-8-1-2
保安電源設備の健全性に関する説明書
3. 施設の設計方針
3.4全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重
大事故等に対処するための電気設備

【3.4全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する
重大事故等に対処するための電気設備】
・全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重
大事故等への対処に必要な電気設備の系統数を示
す。

－ － － － －

69
受電開閉設備の一部を兼用する設備は，風（台風），竜巻，積雪及び火山の
影響に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物
による積載荷重により機能を損なわない設計とする。

機能要求① 受電開閉設備
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

－ － － － －

70

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる受電開閉設
備の一部を兼用する設備は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，
火災及び内部発生飛散物により機能が損なわれる場合，代替設備による機能
の確保，修理の対応，関連する工程の停止等の手順を保安規定に定め管理す
ることにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求①
運用要求

受電開閉設備
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

－ － － － －

71

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる受電開閉設
備の一部を兼用する設備は，森林火災発生時に消防車等による事前散水によ
る延焼防止を図るとともに，代替電源設備及び代替所内電気設備により機能
を損なわない設計とする。消防車により事前に散水することについては保安
規定に定めて，管理する。

機能要求①
運用要求

受電開閉設備
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

－ － － － －

72
受電開閉設備の一部を兼用する設備は，設計基準事故に対処するための設備
として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設
計とする。

機能要求① 受電開閉設備
設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の操作性の確保
・重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

－ － － － －

73
受電開閉設備の一部を兼用する設備は，通常時において，外観検査及び絶縁
抵抗測定による性能確認が可能な設計とする。

機能要求① 受電開閉設備
設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の試験・検査性
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

60

代替所内電気設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電盤及
び可搬型電源ケーブルは，内部発生飛散物の影響を考慮し，第１保管庫・貯
水所及び第２保管庫・貯水所の屋内の内部発生飛散物の影響を受けない場所
に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。

冒頭宣言
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

61

代替所内電気設備の前処理建屋，分離建屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・
プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型分電盤
及び可搬型電源ケーブルは，内部発生飛散物の影響を考慮し，前処理建屋，
分離建屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高
レベル廃液ガラス固化建屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管す
ることにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

62

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブルは，配管の全周破
断に対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒
等）の影響を受けない位置に保管することにより，重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。

機能要求①
設置要求

可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

63

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブルは，想定される重
大事故等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がない
ように，当該設備の設置場所を，線量率の高くなるおそれの少ない場所を選
定し，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。

設置要求
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

設計方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

64
代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブルは，コネクタ接続
に統一することにより，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な設
計とする。

機能要求①
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

設計方針（操作性の確
保）

65
代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブルは，通常時におい
て，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，外観検査及び絶縁抵
抗測定による性能確認が可能な設計とする。

機能要求①
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

設計方針（試験・検査
性）

66

7.1.1.1 受電開閉設備

重大事故等時において，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する受電開閉設備は，再
処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等対処に同時に対処する
ことを考慮し，十分な容量を有する設計とするとともに，十分な系統数以上
を確保することで，共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設
計とする。

機能要求① 受電開閉設備 設計方針（悪影響防止）

67
受電開閉設備の一部を兼用する設備は，安全機能を有する施設として使用す
る場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより，他
の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 受電開閉設備 設計方針（悪影響防止）

68
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する受電開閉設備の一部を兼用する設備は，重大
事故等が収束するために必要な設備の電源容量に対して十分な容量を有する
設計とするとともに，１系統以上有する設計とする。

機能要求① 受電開閉設備
設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

69
受電開閉設備の一部を兼用する設備は，風（台風），竜巻，積雪及び火山の
影響に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物
による積載荷重により機能を損なわない設計とする。

機能要求① 受電開閉設備
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

70

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる受電開閉設
備の一部を兼用する設備は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，
火災及び内部発生飛散物により機能が損なわれる場合，代替設備による機能
の確保，修理の対応，関連する工程の停止等の手順を保安規定に定め管理す
ることにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求①
運用要求

受電開閉設備
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

71

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる受電開閉設
備の一部を兼用する設備は，森林火災発生時に消防車等による事前散水によ
る延焼防止を図るとともに，代替電源設備及び代替所内電気設備により機能
を損なわない設計とする。消防車により事前に散水することについては保安
規定に定めて，管理する。

機能要求①
運用要求

受電開閉設備
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

72
受電開閉設備の一部を兼用する設備は，設計基準事故に対処するための設備
として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設
計とする。

機能要求① 受電開閉設備
設計方針（操作性の確
保）

73
受電開閉設備の一部を兼用する設備は，通常時において，外観検査及び絶縁
抵抗測定による性能確認が可能な設計とする。

機能要求① 受電開閉設備
設計方針（試験・検査
性）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

－ － － －

〇
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

－ － －

〇
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

－ － －

〇
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

－ － －

〇
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

－ － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の操作性の確保
・重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

〇
可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

可搬型分電盤
可搬型電源ケーブル

－ － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の試験・検査性
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

〇 受電開閉設備 － 受電開閉設備 － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

〇 受電開閉設備 － 受電開閉設備 － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備の悪影響防止について説明
する。

〇 受電開閉設備 － 受電開閉設備 － －

Ⅵ-1-8-1-2
保安電源設備の健全性に関する説明書
3. 施設の設計方針
3.4全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重
大事故等に対処するための電気設備

【3.4全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する
重大事故等に対処するための電気設備】
・全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重
大事故等への対処に必要な電気設備の系統数を示
す。

〇 受電開閉設備 － 受電開閉設備 － －

〇
受電開閉設備
施設共通　基本設計方針

－
受電開閉設備
施設共通　基本設計方針

－ －

〇
受電開閉設備
施設共通　基本設計方針

－
受電開閉設備
施設共通　基本設計方針

－ －

〇 受電開閉設備 － 受電開閉設備 － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の操作性の確保
・重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

〇 受電開閉設備 － 受電開閉設備 － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の試験・検査性
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十六条 電源設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

74

7.1.1.2 変圧器

重大事故等時において，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する受電変圧器は，再処
理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等対処に同時に対処するこ
とを考慮し，十分な容量を有する設計とするとともに，十分な系統数以上を
確保することで，共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計
とする。

機能要求① 変圧器 設計方針（悪影響防止）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

－ － － － －

75
受電開閉設備の一部である受電変圧器は，安全機能を有する施設として使用
する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより，
他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 変圧器 設計方針（悪影響防止）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備の悪影響防止について説明
する。

－ － － － －

76
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する受電開閉設備の一部を兼用する受電変圧器
は，重大事故等が収束するために必要な設備の電源容量に対して十分な容量
を有する設計とするとともに，１系統以上有する設計とする。

機能要求① 変圧器
設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

Ⅵ-1-8-1-2
保安電源設備の健全性に関する説明書
3. 施設の設計方針
3.4全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重
大事故等に対処するための電気設備

【3.4全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する
重大事故等に対処するための電気設備】
・全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重
大事故等への対処に必要な電気設備の系統数を示
す。

－ － － － －

77
受電開閉設備の一部を兼用する受電変圧器は，風（台風），竜巻，積雪及び
火山の影響に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下
火砕物による積載荷重により機能を損なわない設計とする。

機能要求① 変圧器
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

－ － － － －

78

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる受電開閉設
備の一部を兼用する受電変圧器は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏
えい，火災及び内部発生飛散物により機能が損なわれる場合，代替設備によ
る機能の確保，修理の対応，関連する工程の停止等の手順を保安規定に定め
管理することにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

機能要求①
運用要求

変圧器
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

－ － － － －

79

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる受電開閉設
備の一部を兼用する受電変圧器は，森林火災発生時に消防車等による事前散
水による延焼防止を図るとともに，代替電源設備及び代替所内電気設備によ
り機能を損なわない設計とする。消防車により事前に散水することについて
は保安規定に定めて，管理する。

機能要求①
運用要求

変圧器
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

－ － － － －

80
受電開閉設備の一部を兼用する受電変圧器は，設計基準事故に対処するため
の設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用
する設計とする。

機能要求① 変圧器
設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の操作性の確保
・重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

－ － － － －

81
受電開閉設備の一部を兼用する受電変圧器は，通常時において，外観検査及
び絶縁抵抗測定による性能確認が可能な設計とする。

機能要求① 変圧器
設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の試験・検査性
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

82

7.1.1.3 所内高圧系統

重大事故等時において，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する所内高圧系統は，再
処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等対処に同時に対処する
ことを考慮し，十分な容量を有する設計とするとともに，十分な系統数以上
を確保することで，共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設
計とする。

機能要求① 所内高圧系統 設計方針（悪影響防止）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

－ － － － －

83

所内高圧系統のうち安全上重要な施設へ電力を供給するための電気設備の一
部を兼用する設備は，２系統を設け，電気的及び物理的に相互に分離独立し
た電源を確保し，共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがな
いよう，少なくとも１系統は機能の維持及び人の接近性を確保することで，
独立性を有する設計とする。

機能要求① 所内高圧系統
設計方針（多様性，位置
的分散（常設重大事故等
対処設備））

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等
・重大事故等対処設備の独立性，位置的分散につ
いて説明する。

－ － － － －

84

所内高圧系統のうち安全上重要な施設へ電力を供給するための電気設備の一
部を兼用する設備は，２系統を設け，共通要因によって同時にその機能が損
なわれるおそれがないよう，前処理建屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の独立した２箇所に設置す
ることにより，位置的分散を図る設計とする。

設置要求 所内高圧系統
設計方針（多様性，位置
的分散（常設重大事故等
対処設備））

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等
・重大事故等対処設備の独立性，位置的分散につ
いて説明する。

－ － － － －

85
所内高圧系統の一部を兼用する設備は，安全機能を有する施設として使用す
る場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより，他
の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 所内高圧系統 設計方針（悪影響防止）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備の悪影響防止について説明
する。

－ － － － －

86
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する所内高圧系統の一部を兼用する設備は，重大
事故等が収束するために必要な設備の電源容量に対して十分な容量を有する
設計とするとともに，１系統以上有する設計とする。

機能要求① 所内高圧系統
設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

Ⅵ-1-8-1-2
保安電源設備の健全性に関する説明書
3. 施設の設計方針
3.4全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重
大事故等に対処するための電気設備

【3.4全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する
重大事故等に対処するための電気設備】
・全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重
大事故等への対処に必要な電気設備の系統数を示
す。

－ － － － －

87

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる所内高圧系
統の一部を兼用する設備は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，
火災及び内部発生飛散物により機能が損なわれる場合，代替設備による機能
の確保，修理の対応，関連する工程の停止等の手順を保安規定に定め管理す
ることにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求①
運用要求

所内高圧系統
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

951



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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項目
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74

7.1.1.2 変圧器

重大事故等時において，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する受電変圧器は，再処
理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等対処に同時に対処するこ
とを考慮し，十分な容量を有する設計とするとともに，十分な系統数以上を
確保することで，共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計
とする。

機能要求① 変圧器 設計方針（悪影響防止）

75
受電開閉設備の一部である受電変圧器は，安全機能を有する施設として使用
する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより，
他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 変圧器 設計方針（悪影響防止）

76
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する受電開閉設備の一部を兼用する受電変圧器
は，重大事故等が収束するために必要な設備の電源容量に対して十分な容量
を有する設計とするとともに，１系統以上有する設計とする。

機能要求① 変圧器
設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

77
受電開閉設備の一部を兼用する受電変圧器は，風（台風），竜巻，積雪及び
火山の影響に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下
火砕物による積載荷重により機能を損なわない設計とする。

機能要求① 変圧器
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

78

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる受電開閉設
備の一部を兼用する受電変圧器は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏
えい，火災及び内部発生飛散物により機能が損なわれる場合，代替設備によ
る機能の確保，修理の対応，関連する工程の停止等の手順を保安規定に定め
管理することにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

機能要求①
運用要求

変圧器
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

79

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる受電開閉設
備の一部を兼用する受電変圧器は，森林火災発生時に消防車等による事前散
水による延焼防止を図るとともに，代替電源設備及び代替所内電気設備によ
り機能を損なわない設計とする。消防車により事前に散水することについて
は保安規定に定めて，管理する。

機能要求①
運用要求

変圧器
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

80
受電開閉設備の一部を兼用する受電変圧器は，設計基準事故に対処するため
の設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用
する設計とする。

機能要求① 変圧器
設計方針（操作性の確
保）

81
受電開閉設備の一部を兼用する受電変圧器は，通常時において，外観検査及
び絶縁抵抗測定による性能確認が可能な設計とする。

機能要求① 変圧器
設計方針（試験・検査
性）

82

7.1.1.3 所内高圧系統

重大事故等時において，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する所内高圧系統は，再
処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等対処に同時に対処する
ことを考慮し，十分な容量を有する設計とするとともに，十分な系統数以上
を確保することで，共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設
計とする。

機能要求① 所内高圧系統 設計方針（悪影響防止）

83

所内高圧系統のうち安全上重要な施設へ電力を供給するための電気設備の一
部を兼用する設備は，２系統を設け，電気的及び物理的に相互に分離独立し
た電源を確保し，共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがな
いよう，少なくとも１系統は機能の維持及び人の接近性を確保することで，
独立性を有する設計とする。

機能要求① 所内高圧系統
設計方針（多様性，位置
的分散（常設重大事故等
対処設備））

84

所内高圧系統のうち安全上重要な施設へ電力を供給するための電気設備の一
部を兼用する設備は，２系統を設け，共通要因によって同時にその機能が損
なわれるおそれがないよう，前処理建屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の独立した２箇所に設置す
ることにより，位置的分散を図る設計とする。

設置要求 所内高圧系統
設計方針（多様性，位置
的分散（常設重大事故等
対処設備））

85
所内高圧系統の一部を兼用する設備は，安全機能を有する施設として使用す
る場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより，他
の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 所内高圧系統 設計方針（悪影響防止）

86
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する所内高圧系統の一部を兼用する設備は，重大
事故等が収束するために必要な設備の電源容量に対して十分な容量を有する
設計とするとともに，１系統以上有する設計とする。

機能要求① 所内高圧系統
設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

87

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる所内高圧系
統の一部を兼用する設備は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，
火災及び内部発生飛散物により機能が損なわれる場合，代替設備による機能
の確保，修理の対応，関連する工程の停止等の手順を保安規定に定め管理す
ることにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求①
運用要求

所内高圧系統
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 変圧器 － 変圧器 － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

〇 変圧器 － 変圧器 － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備の悪影響防止について説明
する。

〇 変圧器 － 変圧器 － －

Ⅵ-1-8-1-2
保安電源設備の健全性に関する説明書
3. 施設の設計方針
3.4全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重
大事故等に対処するための電気設備

【3.4全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する
重大事故等に対処するための電気設備】
・全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重
大事故等への対処に必要な電気設備の系統数を示
す。

〇 変圧器 － 変圧器 － －

〇
変圧器
施設共通　基本設計方針

－
変圧器
施設共通　基本設計方針

－ －

〇
変圧器
施設共通　基本設計方針

－
変圧器
施設共通　基本設計方針

－ －

〇 変圧器 － 変圧器 － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の操作性の確保
・重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

〇 変圧器 － 変圧器 － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の試験・検査性
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

〇 所内高圧系統 所内高圧系統 所内高圧系統 － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

〇 所内高圧系統 所内高圧系統 － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等
・重大事故等対処設備の独立性，位置的分散につ
いて説明する。

〇 所内高圧系統 所内高圧系統 － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等
・重大事故等対処設備の独立性，位置的分散につ
いて説明する。

〇 所内高圧系統 所内高圧系統 所内高圧系統 － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備の悪影響防止について説明
する。

〇 所内高圧系統 所内高圧系統 所内高圧系統 － －

Ⅵ-1-8-1-2
保安電源設備の健全性に関する説明書
3. 施設の設計方針
3.4全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重
大事故等に対処するための電気設備

【3.4全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する
重大事故等に対処するための電気設備】
・全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重
大事故等への対処に必要な電気設備の系統数を示
す。

〇
所内高圧系統
施設共通　基本設計方針

所内高圧系統
施設共通　基本設計方針

所内高圧系統
施設共通　基本設計方針

－ －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十六条 電源設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

88
所内高圧系統のうち安全上重要な施設へ電力を供給するための電気設備の一
部を兼用する設備は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受け
ない高さへの設置，被水防護及び被液防護する設計とする。

設置要求
運用要求

所内高圧系統
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

89

所内高圧系統のうち安全上重要な施設へ電力を供給するための電気設備の一
部を兼用する設備は，配管の全周破断に対して，影響を受けない場所に設置
することにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶
媒等）により機能を損なわない設計とする。

設置要求 所内高圧系統
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

90

所内高圧系統の一部を兼用する設備は，設計基準事故に対処するための設備
として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設
計とする。所内高圧系統の一部を兼用する設備は，中央制御室の操作スイッ
チにより操作が可能な設計とする。

機能要求① 所内高圧系統
設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の操作性の確保
・重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

－ － － － －

91
所内高圧系統の一部を兼用する設備は，通常時において，外観検査及び絶縁
抵抗測定による性能確認が可能な設計とする。

機能要求① 所内高圧系統
設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の試験・検査性
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

92

7.1.1.4 所内低圧系統

重大事故等時において，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する所内低圧系統は，再
処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等対処に同時に対処する
ことを考慮し，十分な容量を有する設計とするとともに，十分な系統数以上
を確保することで，共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設
計とする。

機能要求① 所内低圧系統 設計方針（悪影響防止）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

－ － － － －

93

所内低圧系統のうち安全上重要な施設へ電力を供給するための電気設備の一
部を兼用する設備は，２系統を設け，電気的及び物理的に相互に分離独立し
た電源を確保し，共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがな
いよう，少なくとも１系統は機能の維持及び人の接近性を確保することで，
独立性を有する設計とする。

機能要求① 所内低圧系統
設計方針（多様性，位置
的分散（常設重大事故等
対処設備））

－ － － － －

94

所内低圧系統のうち安全上重要な施設へ電力を供給するための電気設備の一
部を兼用する設備は，２系統を設け，共通要因によって同時にその機能が損
なわれるおそれがないよう，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，制御建屋，
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び使用
済燃料受入れ・貯蔵建屋内の独立した２箇所に設置することにより，位置的
分散を図る設計とする。

設置要求 所内低圧系統
設計方針（多様性，位置
的分散（常設重大事故等
対処設備））

－ － － － －

95
所内低圧系統の一部を兼用する設備は，安全機能を有する施設として使用す
る場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより，他
の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 所内低圧系統 設計方針（悪影響防止）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備の悪影響防止について説明
する。

－ － － － －

96
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する所内低圧系統の一部を兼用する設備は，重大
事故等が収束するために必要な設備の電源容量に対して十分な容量を有する
設計とするとともに，１系統以上有する設計とする。

機能要求① 所内低圧系統
設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

Ⅵ-1-8-1-2
保安電源設備の健全性に関する説明書
3. 施設の設計方針
3.4全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重
大事故等に対処するための電気設備

【3.4全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する
重大事故等に対処するための電気設備】
・全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重
大事故等への対処に必要な電気設備の系統数を示
す。

－ － － － －

97

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる所内低圧系
統の一部を兼用する設備は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，
火災及び内部発生飛散物により機能が損なわれる場合，代替設備による機能
の確保，修理の対応，関連する工程の停止等の手順を保安規定に定め管理す
ることにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求①
運用要求

所内低圧系統
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

－ － － － －

98
所内低圧系統のうち安全上重要な施設へ電力を供給するための電気設備の一
部を兼用する設備は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受け
ない高さへの設置，被水防護及び被液防護する設計とする。

設置要求
運用要求

所内低圧系統
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

－ － － － －

99

所内低圧系統のうち安全上重要な施設へ電力を供給するための電気設備の一
部を兼用する設備は，配管の全周破断に対して，影響を受けない場所に設置
することにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶
媒等）により機能を損なわない設計とする。

設置要求 所内低圧系統
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

－ － － － －

100

所内低圧系統の一部を兼用する設備は，設計基準事故に対処するための設備
として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設
計とする。所内低圧系統の一部を兼用する設備は，中央制御室の操作スイッ
チにより操作が可能な設計とする。

機能要求① 所内低圧系統
設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の操作性の確保
・重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

－ － － － －

101
所内低圧系統の一部を兼用する設備は，通常時において，外観検査及び絶縁
抵抗測定による性能確認が可能な設計とする。

機能要求① 所内低圧系統
設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の試験・検査性
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

102

7.1.1.6 直流電源設備

直流電源設備のうち安全上重要な施設へ電力を供給するための電気設備の一
部を兼用する設備は，２系統を設け，電気的及び物理的に相互に分離独立し
た電源を確保し，共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがな
いよう，少なくとも１系統は機能の維持及び人の接近性を確保することで，
独立性を有する設計とする。

機能要求① 直流電源設備
設計方針（多様性，位置
的分散（常設重大事故等
対処設備））

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等
・重大事故等対処設備の独立性，位置的分散につ
いて説明する。

－ － － － －

103

直流電源設備のうち安全上重要な施設へ電力を供給するための電気設備の一
部を兼用する設備は，２系統を設け，共通要因によって同時にその機能が損
なわれるおそれがないよう，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，制御建屋，
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び使用
済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設内の独立した２箇所に設置することによ
り，位置的分散を図る設計とする。

設置要求 直流電源設備
設計方針（多様性，位置
的分散（常設重大事故等
対処設備））

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等
・重大事故等対処設備の独立性，位置的分散につ
いて説明する。

－ － － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等
・重大事故等対処設備の独立性，位置的分散につ
いて説明する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

953



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十六条 電源設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

88
所内高圧系統のうち安全上重要な施設へ電力を供給するための電気設備の一
部を兼用する設備は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受け
ない高さへの設置，被水防護及び被液防護する設計とする。

設置要求
運用要求

所内高圧系統
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

89

所内高圧系統のうち安全上重要な施設へ電力を供給するための電気設備の一
部を兼用する設備は，配管の全周破断に対して，影響を受けない場所に設置
することにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶
媒等）により機能を損なわない設計とする。

設置要求 所内高圧系統
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

90

所内高圧系統の一部を兼用する設備は，設計基準事故に対処するための設備
として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設
計とする。所内高圧系統の一部を兼用する設備は，中央制御室の操作スイッ
チにより操作が可能な設計とする。

機能要求① 所内高圧系統
設計方針（操作性の確
保）

91
所内高圧系統の一部を兼用する設備は，通常時において，外観検査及び絶縁
抵抗測定による性能確認が可能な設計とする。

機能要求① 所内高圧系統
設計方針（試験・検査
性）

92

7.1.1.4 所内低圧系統

重大事故等時において，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する所内低圧系統は，再
処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等対処に同時に対処する
ことを考慮し，十分な容量を有する設計とするとともに，十分な系統数以上
を確保することで，共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設
計とする。

機能要求① 所内低圧系統 設計方針（悪影響防止）

93

所内低圧系統のうち安全上重要な施設へ電力を供給するための電気設備の一
部を兼用する設備は，２系統を設け，電気的及び物理的に相互に分離独立し
た電源を確保し，共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがな
いよう，少なくとも１系統は機能の維持及び人の接近性を確保することで，
独立性を有する設計とする。

機能要求① 所内低圧系統
設計方針（多様性，位置
的分散（常設重大事故等
対処設備））

94

所内低圧系統のうち安全上重要な施設へ電力を供給するための電気設備の一
部を兼用する設備は，２系統を設け，共通要因によって同時にその機能が損
なわれるおそれがないよう，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，制御建屋，
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び使用
済燃料受入れ・貯蔵建屋内の独立した２箇所に設置することにより，位置的
分散を図る設計とする。

設置要求 所内低圧系統
設計方針（多様性，位置
的分散（常設重大事故等
対処設備））

95
所内低圧系統の一部を兼用する設備は，安全機能を有する施設として使用す
る場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより，他
の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 所内低圧系統 設計方針（悪影響防止）

96
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する所内低圧系統の一部を兼用する設備は，重大
事故等が収束するために必要な設備の電源容量に対して十分な容量を有する
設計とするとともに，１系統以上有する設計とする。

機能要求① 所内低圧系統
設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

97

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる所内低圧系
統の一部を兼用する設備は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，
火災及び内部発生飛散物により機能が損なわれる場合，代替設備による機能
の確保，修理の対応，関連する工程の停止等の手順を保安規定に定め管理す
ることにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求①
運用要求

所内低圧系統
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

98
所内低圧系統のうち安全上重要な施設へ電力を供給するための電気設備の一
部を兼用する設備は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受け
ない高さへの設置，被水防護及び被液防護する設計とする。

設置要求
運用要求

所内低圧系統
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

99

所内低圧系統のうち安全上重要な施設へ電力を供給するための電気設備の一
部を兼用する設備は，配管の全周破断に対して，影響を受けない場所に設置
することにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶
媒等）により機能を損なわない設計とする。

設置要求 所内低圧系統
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

100

所内低圧系統の一部を兼用する設備は，設計基準事故に対処するための設備
として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設
計とする。所内低圧系統の一部を兼用する設備は，中央制御室の操作スイッ
チにより操作が可能な設計とする。

機能要求① 所内低圧系統
設計方針（操作性の確
保）

101
所内低圧系統の一部を兼用する設備は，通常時において，外観検査及び絶縁
抵抗測定による性能確認が可能な設計とする。

機能要求① 所内低圧系統
設計方針（試験・検査
性）

102

7.1.1.6 直流電源設備

直流電源設備のうち安全上重要な施設へ電力を供給するための電気設備の一
部を兼用する設備は，２系統を設け，電気的及び物理的に相互に分離独立し
た電源を確保し，共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがな
いよう，少なくとも１系統は機能の維持及び人の接近性を確保することで，
独立性を有する設計とする。

機能要求① 直流電源設備
設計方針（多様性，位置
的分散（常設重大事故等
対処設備））

103

直流電源設備のうち安全上重要な施設へ電力を供給するための電気設備の一
部を兼用する設備は，２系統を設け，共通要因によって同時にその機能が損
なわれるおそれがないよう，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，制御建屋，
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び使用
済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設内の独立した２箇所に設置することによ
り，位置的分散を図る設計とする。

設置要求 直流電源設備
設計方針（多様性，位置
的分散（常設重大事故等
対処設備））

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 所内高圧系統 所内高圧系統 － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

〇 所内高圧系統 所内高圧系統 － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

〇 － 所内高圧系統 所内高圧系統 － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の操作性の確保
・重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

〇 所内高圧系統 所内高圧系統 所内高圧系統 － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の試験・検査性
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

〇 所内低圧系統 所内低圧系統 － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備を共用することによる悪影
響について考慮する事項を説明する。

〇 所内低圧系統 所内低圧系統 － － －

〇 所内低圧系統 所内低圧系統 － － －

〇 所内低圧系統 所内低圧系統 所内低圧系統 － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備の悪影響防止について説明
する。

〇 所内低圧系統 所内低圧系統 所内低圧系統 － －

Ⅵ-1-8-1-2
保安電源設備の健全性に関する説明書
3. 施設の設計方針
3.4全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重
大事故等に対処するための電気設備

【3.4全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する
重大事故等に対処するための電気設備】
・全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重
大事故等への対処に必要な電気設備の系統数を示
す。

〇
所内低圧系統
施設共通　基本設計方針

所内低圧系統
施設共通　基本設計方針

所内低圧系統
施設共通　基本設計方針

－ －

〇 所内低圧系統 所内低圧系統 － － －

〇 所内低圧系統 所内低圧系統 所内低圧系統 － －

〇 － 所内低圧系統 所内低圧系統 － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の操作性の確保
・重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

〇 所内低圧系統 所内低圧系統 所内低圧系統 － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の試験・検査性
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

〇 直流電源設備 直流電源設備 － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等
・重大事故等対処設備の独立性，位置的分散につ
いて説明する。

〇 直流電源設備 直流電源設備 － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等
・重大事故等対処設備の独立性，位置的分散につ
いて説明する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等
・重大事故等対処設備の独立性，位置的分散につ
いて説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十六条 電源設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

104
直流電源設備の一部を兼用する設備は，安全機能を有する施設として使用す
る場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより，他
の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 直流電源設備 設計方針（悪影響防止）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備の悪影響防止について説明
する。

－ － － － －

105
直流電源設備の一部を兼用する設備は，重大事故等が収束するために必要な
設備の電源容量に対して十分な容量を有する設計とするとともに，１系統以
上有する設計とする。

機能要求① 直流電源設備
設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

Ⅵ-1-8-1-2
保安電源設備の健全性に関する説明書
3. 施設の設計方針
3.4全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重
大事故等に対処するための電気設備

【3.4全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する
重大事故等に対処するための電気設備】
・全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重
大事故等への対処に必要な電気設備の系統数を示
す。

－ － － － －

106

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる直流電源設
備の一部を兼用する設備は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，
火災及び内部発生飛散物により機能が損なわれる場合，代替設備による機能
の確保，修理の対応，関連する工程の停止等の手順を保安規定に定め管理す
ることにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求①
運用要求

直流電源設備
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

－ － － － －

107
直流電源設備のうち安全上重要な施設へ電力を供給するための電気設備の一
部を兼用する設備は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受け
ない高さへの設置，被水防護及び被液防護する設計とする。

設置要求
運用要求

直流電源設備
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

－ － － － －

108

直流電源設備のうち安全上重要な施設へ電力を供給するための電気設備の一
部を兼用する設備は，配管の全周破断に対して，影響を受けない場所に設置
することにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶
媒等）により機能を損なわない設計とする。

設置要求 直流電源設備
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

109
直流電源設備の一部を兼用する設備は，設計基準事故に対処するための設備
として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設
計とする。

機能要求① 直流電源設備
設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の操作性の確保
・重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

－ － － － －

110
直流電源設備の一部を兼用する設備は，通常時において，外観検査及び絶縁
抵抗測定による性能確認が可能な設計とする。

機能要求① 直流電源設備
設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の試験・検査性
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

111

7.1.1.7 計測制御用交流電源設備

計測制御用交流電源設備のうち安全上重要な施設へ電力を供給するための電
気設備の一部を兼用する設備は，２系統を設け，電気的及び物理的に相互に
分離独立した電源を確保し，共通要因によって同時にその機能が損なわれる
おそれがないよう，少なくとも１系統は機能の維持及び人の接近性を確保す
ることで，独立性を有する設計とする。

機能要求① 計測制御用交流電源設備

設計方針（多様性，位置
的分散（常設重大事故等
対処設備））多様性，位
置的分散）

－ － － － －

112

計測制御用交流電源設備のうち安全上重要な施設へ電力を供給するための電
気設備の一部を兼用する設備は，２系統を設け，共通要因によって同時にそ
の機能が損なわれるおそれがないよう，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，
制御建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建
屋及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設内の独立した２箇所に設置する
ことにより，位置的分散を図る設計とする。

設置要求 計測制御用交流電源設備
設計方針（多様性，位置
的分散（常設重大事故等
対処設備））

－ － － － －

113
計測制御用交流電源設備の一部を兼用する設備は，安全機能を有する施設と
して使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用すること
により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 計測制御用交流電源設備 設計方針（悪影響防止）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備の悪影響防止について説明
する。

－ － － － －

114
計測制御用交流電源設備の一部を兼用する設備は，重大事故等が収束するた
めに必要な設備の電源容量に対して十分な容量を有する設計とするととも
に，１系統以上有する設計とする。

機能要求① 計測制御用交流電源設備
設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

Ⅵ-1-8-1-2
保安電源設備の健全性に関する説明書
3. 施設の設計方針
3.4全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重
大事故等に対処するための電気設備

【3.4全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する
重大事故等に対処するための電気設備】
・全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重
大事故等への対処に必要な電気設備の系統数を示
す。

－ － － － －

115

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる計測制御用
交流電源設備の一部を兼用する設備は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬
品漏えい，火災及び内部発生飛散物により機能が損なわれる場合，代替設備
による機能の確保，修理の対応，関連する工程の停止等の手順を保安規定に
定め管理することにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。

機能要求①
運用要求

計測制御用交流電源設備
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

116

計測制御用交流電源設備のうち安全上重要な施設の安全上重要な負荷へ電力
を供給するための電気設備の一部を兼用する設備は，溢水量及び化学薬品の
漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護す
る設計とする。

設置要求
運用要求

計測制御用交流電源設備
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

117

計測制御用交流電源設備のうち安全上重要な施設へ電力を供給するための電
気設備の一部を兼用する設備は，配管の全周破断に対して，影響を受けない
場所に設置することにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶
液，有機溶媒等）により機能を損なわない設計とする。

設置要求 計測制御用交流電源設備
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等
・重大事故等対処設備の独立性，位置的分散につ
いて説明する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

955



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十六条 電源設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

104
直流電源設備の一部を兼用する設備は，安全機能を有する施設として使用す
る場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより，他
の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 直流電源設備 設計方針（悪影響防止）

105
直流電源設備の一部を兼用する設備は，重大事故等が収束するために必要な
設備の電源容量に対して十分な容量を有する設計とするとともに，１系統以
上有する設計とする。

機能要求① 直流電源設備
設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

106

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる直流電源設
備の一部を兼用する設備は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，
火災及び内部発生飛散物により機能が損なわれる場合，代替設備による機能
の確保，修理の対応，関連する工程の停止等の手順を保安規定に定め管理す
ることにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求①
運用要求

直流電源設備
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

107
直流電源設備のうち安全上重要な施設へ電力を供給するための電気設備の一
部を兼用する設備は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受け
ない高さへの設置，被水防護及び被液防護する設計とする。

設置要求
運用要求

直流電源設備
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

108

直流電源設備のうち安全上重要な施設へ電力を供給するための電気設備の一
部を兼用する設備は，配管の全周破断に対して，影響を受けない場所に設置
することにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶
媒等）により機能を損なわない設計とする。

設置要求 直流電源設備
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

109
直流電源設備の一部を兼用する設備は，設計基準事故に対処するための設備
として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設
計とする。

機能要求① 直流電源設備
設計方針（操作性の確
保）

110
直流電源設備の一部を兼用する設備は，通常時において，外観検査及び絶縁
抵抗測定による性能確認が可能な設計とする。

機能要求① 直流電源設備
設計方針（試験・検査
性）

111

7.1.1.7 計測制御用交流電源設備

計測制御用交流電源設備のうち安全上重要な施設へ電力を供給するための電
気設備の一部を兼用する設備は，２系統を設け，電気的及び物理的に相互に
分離独立した電源を確保し，共通要因によって同時にその機能が損なわれる
おそれがないよう，少なくとも１系統は機能の維持及び人の接近性を確保す
ることで，独立性を有する設計とする。

機能要求① 計測制御用交流電源設備

設計方針（多様性，位置
的分散（常設重大事故等
対処設備））多様性，位
置的分散）

112

計測制御用交流電源設備のうち安全上重要な施設へ電力を供給するための電
気設備の一部を兼用する設備は，２系統を設け，共通要因によって同時にそ
の機能が損なわれるおそれがないよう，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，
制御建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建
屋及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設内の独立した２箇所に設置する
ことにより，位置的分散を図る設計とする。

設置要求 計測制御用交流電源設備
設計方針（多様性，位置
的分散（常設重大事故等
対処設備））

113
計測制御用交流電源設備の一部を兼用する設備は，安全機能を有する施設と
して使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用すること
により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 計測制御用交流電源設備 設計方針（悪影響防止）

114
計測制御用交流電源設備の一部を兼用する設備は，重大事故等が収束するた
めに必要な設備の電源容量に対して十分な容量を有する設計とするととも
に，１系統以上有する設計とする。

機能要求① 計測制御用交流電源設備
設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

115

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる計測制御用
交流電源設備の一部を兼用する設備は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬
品漏えい，火災及び内部発生飛散物により機能が損なわれる場合，代替設備
による機能の確保，修理の対応，関連する工程の停止等の手順を保安規定に
定め管理することにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。

機能要求①
運用要求

計測制御用交流電源設備
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

116

計測制御用交流電源設備のうち安全上重要な施設の安全上重要な負荷へ電力
を供給するための電気設備の一部を兼用する設備は，溢水量及び化学薬品の
漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護す
る設計とする。

設置要求
運用要求

計測制御用交流電源設備
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

117

計測制御用交流電源設備のうち安全上重要な施設へ電力を供給するための電
気設備の一部を兼用する設備は，配管の全周破断に対して，影響を受けない
場所に設置することにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶
液，有機溶媒等）により機能を損なわない設計とする。

設置要求 計測制御用交流電源設備
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 直流電源設備 直流電源設備 直流電源設備 － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備の悪影響防止について説明
する。

〇 直流電源設備 直流電源設備 直流電源設備 － －

Ⅵ-1-8-1-2
保安電源設備の健全性に関する説明書
3. 施設の設計方針
3.4全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重
大事故等に対処するための電気設備

【3.4全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する
重大事故等に対処するための電気設備】
・全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重
大事故等への対処に必要な電気設備の系統数を示
す。

〇
直流電源設備
施設共通　基本設計方針

直流電源設備
施設共通　基本設計方針

直流電源設備
施設共通　基本設計方針

－ －

〇 直流電源設備 直流電源設備 － － －

〇 直流電源設備 直流電源設備 － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

〇 直流電源設備 直流電源設備 直流電源設備 － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の操作性の確保
・重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

〇 直流電源設備 直流電源設備 直流電源設備 － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の試験・検査性
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

〇 計測制御用交流電源設備 計測制御用交流電源設備 － － －

〇 計測制御用交流電源設備 計測制御用交流電源設備 － － －

〇 計測制御用交流電源設備 計測制御用交流電源設備 計測制御用交流電源設備 － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備の悪影響防止について説明
する。

〇 計測制御用交流電源設備 計測制御用交流電源設備 計測制御用交流電源設備 － －

Ⅵ-1-8-1-2
保安電源設備の健全性に関する説明書
3. 施設の設計方針
3.4全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重
大事故等に対処するための電気設備

【3.4全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する
重大事故等に対処するための電気設備】
・全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重
大事故等への対処に必要な電気設備の系統数を示
す。

〇
計測制御用交流電源設備
施設共通　基本設計方針

計測制御用交流電源設備
施設共通　基本設計方針

計測制御用交流電源設備
施設共通　基本設計方針

－ －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

〇 計測制御用交流電源設備 計測制御用交流電源設備 － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

〇 計測制御用交流電源設備 計測制御用交流電源設備 － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等
・重大事故等対処設備の独立性，位置的分散につ
いて説明する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十六条 電源設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

118
計測制御用交流電源設備の一部を兼用する設備は，設計基準事故に対処する
ための設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として
使用する設計とする。

機能要求① 計測制御用交流電源設備
設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の操作性の確保
・重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

－ － － － －

119
計測制御用交流電源設備の一部を兼用する設備は，通常時において，外観検
査及び絶縁抵抗測定による性能確認が可能な設計とする。

機能要求① 計測制御用交流電源設備
設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の試験・検査性
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

120
7.1.1.11 補機駆動用燃料補給設備
重大事故等時に重大事故等対処設備へ補機駆動用の軽油を補給するための設
備として，補機駆動用燃料補給設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

121 補機駆動用燃料補給設備は，第１軽油貯槽，第２軽油貯槽（以下「軽油貯
槽」という。）及び軽油用タンクローリで構成する設計とする。

設置要求
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽
軽油用タンクローリ

基本方針 － － － － －

122

a.軽油貯槽
補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽は，常設重大事故等対処設備として設置
し，可搬型中型移送ポンプ，可搬型中型移送ポンプ運搬車，大型移送ポンプ
車，ホース展張車，運搬車，監視測定用運搬車，けん引車，ホイールローダ
及び軽油用タンクローリに燃料を補給できる設計とする。

機能要求①
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

設計方針（補機駆動用燃
料補給設備）

－ － － － －

123
軽油貯槽は，想定する重大事故等への対処に必要となる十分な容量を確保す
る設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

124

重大事故等の対処に用いる軽油貯槽は，地下に設置し，第１非常用ディーゼ
ル発電機の重油タンク及び第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク
と共通要因によって同時にその機能を損なわないよう，第１非常用ディーゼ
ル発電機の重油タンク及び第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク
から離れた異なる場所に設置することにより，独立性を有し，位置的分散を
図る設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 － － － － －

125

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する軽油貯槽は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工
施設における重大事故等対処に同時に対処することを考慮し，十分な容量を
確保することで，共用によって重大事故時の対処に影響を及ぼさない設計と
する。

機能要求①
機能要求②

第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

設計方針（悪影響防止） － － － － －

126

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽は，共通要因によって第１非常用ディー
ゼル発電機の重油タンク及び第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タン
クと同時にその機能を損なわないよう，異なる燃料とすることで多様性を有
する設計とする。

機能要求①
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

設計方針（多様性，位置
的分散（常設重大事故等
対処設備））多様性，位
置的分散）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電源設備

【8.6.1　電源設備】
〇重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等
・重大事故等対処設備の多様性について説明す
る。

－ － － － －

127

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽は，共通要因によって第１非常用ディー
ゼル発電機の重油タンク及び第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タン
クと同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，地下の異なる場所に設
置することで，第１非常用ディーゼル発電機の重油タンク及び第２非常用
ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンクに対して，独立性を有する設計とす
る。

機能要求①
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

設計方針（多様性，位置
的分散（常設重大事故等
対処設備））多様性，位
置的分散）

－ － － － －

128

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽は，共通要因によって第１非常用ディー
ゼル発電機の重油タンク及び第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タン
クと同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，外部保管エリアの地下
に設置することにより，第１非常用ディーゼル発電機の重油タンク及び第２
非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンクと位置的分散を図る設計とす
る。

設置要求
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

設計方針（電気設備）
設計方針（多様性，位置
的分散）

－ － － － －

129
補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽は，他の設備から独立して単独で使用可
能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

設計方針（悪影響防止）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電源設備

【8.6.1　電源設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備の悪影響防止について説明
する。

－ － － － －

130
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する軽油貯槽は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工
施設における重大事故等に対処するために必要な燃料を確保するため，予備
を含めた必要な容量を有する設計とする。

機能要求②
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

Ⅵ-1-1-3
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書

【Ⅵ-1-1-3
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
〇重大事故等対処設備の個数及び容量
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

－ － － － －

Ⅵ-1-8-1
電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-1
非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
2.5補機駆動用燃料補給設備に係る設計方針

【2.5補機駆動用燃料補給設備に係る設計方針】
〇補機駆動用燃料供給設備の基本方針
・燃料補給するための設備，基本方針を示す。
・重大事故等対処における補機駆動用燃料補給設
備の構成、燃料の供給先について、説明する。
・技術基準への適合性に関する説明，基本設計方
針を示す。
・燃料供給に係るタンク等の容量について示す。
・燃料供給に係るタンク等の容器の強度計算につ
いて示す。

【2.5補機駆動用燃料補給設備に係る設計方針】
〇補機駆動用燃料供給設備の基本方針
・燃料補給するための設備，基本方針を示す。
・重大事故等対処における補機駆動用燃料補給設
備の構成、燃料の供給先について、説明する。
・技術基準への適合性に関する説明，基本設計方
針を示す。
・燃料供給に係るタンク等の容量について示す。
・燃料供給に係るタンク等の容器の強度計算につ
いて示す。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電源設備

【8.6.1　電源設備】
〇重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等
・重大事故等対処設備の独立性，位置的分散につ
いて説明する。

Ⅵ-1-8-1
電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-1
非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
2.5補機駆動用燃料補給設備に係る設計方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十六条 電源設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

118
計測制御用交流電源設備の一部を兼用する設備は，設計基準事故に対処する
ための設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として
使用する設計とする。

機能要求① 計測制御用交流電源設備
設計方針（操作性の確
保）

119
計測制御用交流電源設備の一部を兼用する設備は，通常時において，外観検
査及び絶縁抵抗測定による性能確認が可能な設計とする。

機能要求① 計測制御用交流電源設備
設計方針（試験・検査
性）

120
7.1.1.11 補機駆動用燃料補給設備
重大事故等時に重大事故等対処設備へ補機駆動用の軽油を補給するための設
備として，補機駆動用燃料補給設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

121 補機駆動用燃料補給設備は，第１軽油貯槽，第２軽油貯槽（以下「軽油貯
槽」という。）及び軽油用タンクローリで構成する設計とする。

設置要求
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽
軽油用タンクローリ

基本方針

122

a.軽油貯槽
補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽は，常設重大事故等対処設備として設置
し，可搬型中型移送ポンプ，可搬型中型移送ポンプ運搬車，大型移送ポンプ
車，ホース展張車，運搬車，監視測定用運搬車，けん引車，ホイールローダ
及び軽油用タンクローリに燃料を補給できる設計とする。

機能要求①
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

設計方針（補機駆動用燃
料補給設備）

123
軽油貯槽は，想定する重大事故等への対処に必要となる十分な容量を確保す
る設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

124

重大事故等の対処に用いる軽油貯槽は，地下に設置し，第１非常用ディーゼ
ル発電機の重油タンク及び第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク
と共通要因によって同時にその機能を損なわないよう，第１非常用ディーゼ
ル発電機の重油タンク及び第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク
から離れた異なる場所に設置することにより，独立性を有し，位置的分散を
図る設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

125

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する軽油貯槽は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工
施設における重大事故等対処に同時に対処することを考慮し，十分な容量を
確保することで，共用によって重大事故時の対処に影響を及ぼさない設計と
する。

機能要求①
機能要求②

第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

設計方針（悪影響防止）

126

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽は，共通要因によって第１非常用ディー
ゼル発電機の重油タンク及び第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タン
クと同時にその機能を損なわないよう，異なる燃料とすることで多様性を有
する設計とする。

機能要求①
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

設計方針（多様性，位置
的分散（常設重大事故等
対処設備））多様性，位
置的分散）

127

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽は，共通要因によって第１非常用ディー
ゼル発電機の重油タンク及び第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タン
クと同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，地下の異なる場所に設
置することで，第１非常用ディーゼル発電機の重油タンク及び第２非常用
ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンクに対して，独立性を有する設計とす
る。

機能要求①
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

設計方針（多様性，位置
的分散（常設重大事故等
対処設備））多様性，位
置的分散）

128

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽は，共通要因によって第１非常用ディー
ゼル発電機の重油タンク及び第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タン
クと同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，外部保管エリアの地下
に設置することにより，第１非常用ディーゼル発電機の重油タンク及び第２
非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンクと位置的分散を図る設計とす
る。

設置要求
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

設計方針（電気設備）
設計方針（多様性，位置
的分散）

129
補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽は，他の設備から独立して単独で使用可
能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

設計方針（悪影響防止）

130
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する軽油貯槽は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工
施設における重大事故等に対処するために必要な燃料を確保するため，予備
を含めた必要な容量を有する設計とする。

機能要求②
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 計測制御用交流電源設備 計測制御用交流電源設備 計測制御用交流電源設備 － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の操作性の確保
・重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

〇 計測制御用交流電源設備 計測制御用交流電源設備 計測制御用交流電源設備 － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電気設備

【8.6.1　電気設備】
〇重大事故等対処設備の試験・検査性
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

〇 － 基本方針 － － －

〇 －
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽
軽油用タンクローリ

－ － －

〇 －
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

－ － －

〇 － 基本方針 － － －

〇 － 基本方針 － － －

〇 －
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

－ － －

〇 －
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

－ － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電源設備

【8.6.1　電源設備】
〇重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等
・重大事故等対処設備の多様性について説明す
る。

〇 －
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

－ － －

〇 －
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

－ － －

〇 －
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

－ － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電源設備

【8.6.1　電源設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備の悪影響防止について説明
する。

〇 －
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

－ －
＜容器＞
・個数
・容量

Ⅵ-1-1-3
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書

【Ⅵ-1-1-3
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
〇重大事故等対処設備の個数及び容量
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電源設備

【8.6.1　電源設備】
〇重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等
・重大事故等対処設備の独立性，位置的分散につ
いて説明する。

【2.5補機駆動用燃料補給設備に係る設計方針】
〇補機駆動用燃料供給設備の基本方針
・燃料補給するための設備，基本方針を示す。
・重大事故等対処における補機駆動用燃料補給設
備の構成、燃料の供給先について、説明する。
・技術基準への適合性に関する説明，基本設計方
針を示す。
・燃料供給に係るタンク等の容量について示す。
・燃料供給に係るタンク等の容器の強度計算につ
いて示す。

Ⅵ-1-8-1
電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-1
非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
2.5補機駆動用燃料補給設備に係る設計方針

【2.5補機駆動用燃料補給設備に係る設計方針】
〇補機駆動用燃料供給設備の基本方針
・燃料補給するための設備，基本方針を示す。
・重大事故等対処における補機駆動用燃料補給設
備の構成、燃料の供給先について、説明する。
・技術基準への適合性に関する説明，基本設計方
針を示す。
・燃料供給に係るタンク等の容量について示す。
・燃料供給に係るタンク等の容器の強度計算につ
いて示す。

Ⅵ-1-8-1
電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-1
非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
2.5補機駆動用燃料補給設備に係る設計方針

958



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十六条 電源設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

131

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる補機駆動用燃料
補給設備の軽油貯槽は，第１章　共通項目の「9.2 重大事故等対処設備」の
「9.2.7 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とすることでその機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 施設共通　基本設計方針
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

－ － － － －

132

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽は，風（台風），竜巻，積雪及び火山の
影響に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物
による積載荷重により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

機能要求①
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

－ － － － －

133
補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考
慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護を行うことによ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
運用要求

第１軽油貯槽
第２軽油貯槽
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

－ － － － －

134

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽は，配管の全周破断に対して，影響を受
けない外部保管エリアの地下に設置することにより，漏えいした放射性物質
を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。

運用要求
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

－ － － － －

135
補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽と軽油用タンクローリとの接続は，コネ
クタ接続に統一することにより，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が
可能な設計とする。

機能要求①
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電源設備

【8.6.1　電源設備】
〇重大事故等対処設備の操作性の確保
・重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

－ － － － －

136
補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽は，通常時において，重大事故等への対
処に必要な機能を確認するため，外観の確認等が可能な設計とする。

機能要求①
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電源設備

【8.6.1　電源設備】
〇重大事故等対処設備の試験・検査性
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －

137

b.軽油用タンクローリ
補機駆動用燃料補給設備の軽油用タンクローリは，可搬型重大事故等対処設
備として配備し，可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可搬型中型移送ポン
プ，大型移送ポンプ車に燃料を補給できる設計とする。

機能要求① 軽油用タンクローリ
設計方針（補機駆動用燃
料補給設備）

138
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する軽油用タンクローリは，ＭＯＸ燃料加工施設
への燃料の補給を考慮し，十分な容量を確保することで，共用によって重大
事故時の対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
機能要求②

軽油用タンクローリ 設計方針（悪影響防止）

139
軽油用タンクローリは，第１非常用ディーゼル発電機及び第２非常用ディー
ゼル発電機に用いる燃料と異なる種類の燃料を運搬することで，多様性を図
る設計とする。

機能要求① 軽油用タンクローリ

設計方針（多様性，位置
的分散（可搬型重大事故
等対処設備））多様性，
位置的分散）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電源設備

【8.6.1　電源設備】
〇重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等
・重大事故等対処設備の多様性について説明す
る。

－ － － － －

140

補機駆動用燃料補給設備の軽油用タンクローリは，共通要因によって第１非
常用ディーゼル発電機の重油タンク及び第２非常用ディーゼル発電機の燃料
油貯蔵タンクと同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，他の設備か
ら独立して単独で使用することで，第１非常用ディーゼル発電機の重油タン
ク及び第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンクに対して独立性を有
する設計とする。

機能要求① 軽油用タンクローリ

設計方針（多様性，位置
的分散（可搬型重大事故
等対処設備））多様性，
位置的分散）

－ － － － －

141

補機駆動用燃料補給設備の軽油用タンクローリは，共通要因によって第１非
常用ディーゼル発電機の重油タンク及び第２非常用ディーゼル発電機の燃料
油貯蔵タンクと同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時の
バックアップを含めて必要な数量を，第１非常用ディーゼル発電機の重油タ
ンク及び第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンクから100ｍ以上の
離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して保管することで位置的
分散を図る設計とする。

設置要求 軽油用タンクローリ

設計方針（多様性，位置
的分散（可搬型重大事故
等対処設備））多様性，
位置的分散）

－ － － － －

142
屋外に保管する補機駆動用燃料補給設備の軽油用タンクローリは，竜巻によ
り飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措置をとることで他の設備に
悪影響を及ぼさない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（悪影響防止）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電源設備

【8.6.1　電源設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備の悪影響防止について説明
する。

－ － － － －

143

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する軽油用タンクローリは，再処理施設及びＭＯ
Ｘ燃料加工施設における重大事故等に対処するために必要な燃料を確保する
ために必要な容量を有する設計とするとともに，保有数は，必要数並びに予
備として故障時及び点検保守による待機除外時のバックアップを含め必要な
台数を確保する設計とする。

機能要求② 軽油用タンクローリ
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

Ⅵ-1-1-3
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書

【Ⅵ-1-1-3
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
〇重大事故等対処設備の個数及び容量
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

－ － － － －

144
屋外に保管する補機駆動用燃料補給設備の軽油用タンクローリは，風（台
風）及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，当該設
備の転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電源設備

【8.6.1　電源設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

145

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる補機駆動用燃料
補給設備の軽油用タンクローリは，第１章　共通項目の「9.2 重大事故等対
処設備」の「9.2.6 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とすることでその機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 施設共通　基本設計方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電源設備

【8.6.1　電源設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

Ⅵ-1-8-1
電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-1
非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
2.5補機駆動用燃料補給設備に係る設計方針

【2.5補機駆動用燃料補給設備に係る設計方針】
〇補機駆動用燃料供給設備の基本方針
・燃料補給するための設備，基本方針を示す。
・重大事故等対処における補機駆動用燃料補給設
備の構成、燃料の供給先について、説明する。
・技術基準への適合性に関する説明，基本設計方
針を示す。
・燃料供給に係るタンク等の容量について示す。
・燃料供給に係るタンク等の容器の強度計算につ
いて示す。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電源設備

【8.6.1　電源設備】
〇重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等
・重大事故等対処設備の独立性，位置的分散につ
いて説明する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電源設備

【8.6.1　電源設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十六条 電源設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

131

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる補機駆動用燃料
補給設備の軽油貯槽は，第１章　共通項目の「9.2 重大事故等対処設備」の
「9.2.7 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とすることでその機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 施設共通　基本設計方針
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

132

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽は，風（台風），竜巻，積雪及び火山の
影響に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物
による積載荷重により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

機能要求①
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

133
補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考
慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護を行うことによ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
運用要求

第１軽油貯槽
第２軽油貯槽
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

134

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽は，配管の全周破断に対して，影響を受
けない外部保管エリアの地下に設置することにより，漏えいした放射性物質
を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。

運用要求
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

135
補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽と軽油用タンクローリとの接続は，コネ
クタ接続に統一することにより，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が
可能な設計とする。

機能要求①
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

設計方針（操作性の確
保）

136
補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽は，通常時において，重大事故等への対
処に必要な機能を確認するため，外観の確認等が可能な設計とする。

機能要求①
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

設計方針（試験・検査
性）

137

b.軽油用タンクローリ
補機駆動用燃料補給設備の軽油用タンクローリは，可搬型重大事故等対処設
備として配備し，可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可搬型中型移送ポン
プ，大型移送ポンプ車に燃料を補給できる設計とする。

機能要求① 軽油用タンクローリ
設計方針（補機駆動用燃
料補給設備）

138
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する軽油用タンクローリは，ＭＯＸ燃料加工施設
への燃料の補給を考慮し，十分な容量を確保することで，共用によって重大
事故時の対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
機能要求②

軽油用タンクローリ 設計方針（悪影響防止）

139
軽油用タンクローリは，第１非常用ディーゼル発電機及び第２非常用ディー
ゼル発電機に用いる燃料と異なる種類の燃料を運搬することで，多様性を図
る設計とする。

機能要求① 軽油用タンクローリ

設計方針（多様性，位置
的分散（可搬型重大事故
等対処設備））多様性，
位置的分散）

140

補機駆動用燃料補給設備の軽油用タンクローリは，共通要因によって第１非
常用ディーゼル発電機の重油タンク及び第２非常用ディーゼル発電機の燃料
油貯蔵タンクと同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，他の設備か
ら独立して単独で使用することで，第１非常用ディーゼル発電機の重油タン
ク及び第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンクに対して独立性を有
する設計とする。

機能要求① 軽油用タンクローリ

設計方針（多様性，位置
的分散（可搬型重大事故
等対処設備））多様性，
位置的分散）

141

補機駆動用燃料補給設備の軽油用タンクローリは，共通要因によって第１非
常用ディーゼル発電機の重油タンク及び第２非常用ディーゼル発電機の燃料
油貯蔵タンクと同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時の
バックアップを含めて必要な数量を，第１非常用ディーゼル発電機の重油タ
ンク及び第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンクから100ｍ以上の
離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して保管することで位置的
分散を図る設計とする。

設置要求 軽油用タンクローリ

設計方針（多様性，位置
的分散（可搬型重大事故
等対処設備））多様性，
位置的分散）

142
屋外に保管する補機駆動用燃料補給設備の軽油用タンクローリは，竜巻によ
り飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措置をとることで他の設備に
悪影響を及ぼさない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（悪影響防止）

143

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する軽油用タンクローリは，再処理施設及びＭＯ
Ｘ燃料加工施設における重大事故等に対処するために必要な燃料を確保する
ために必要な容量を有する設計とするとともに，保有数は，必要数並びに予
備として故障時及び点検保守による待機除外時のバックアップを含め必要な
台数を確保する設計とする。

機能要求② 軽油用タンクローリ
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

144
屋外に保管する補機駆動用燃料補給設備の軽油用タンクローリは，風（台
風）及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，当該設
備の転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

145

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる補機駆動用燃料
補給設備の軽油用タンクローリは，第１章　共通項目の「9.2 重大事故等対
処設備」の「9.2.6 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」
に基づく設計とすることでその機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 施設共通　基本設計方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 － 施設共通　基本設計方針 － － －

〇 －
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

－ － －

〇 －
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽
施設共通　基本設計方針

－ － －

〇 －
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

－ － －

〇 －
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

－ － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電源設備

【8.6.1　電源設備】
〇重大事故等対処設備の操作性の確保
・重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

〇 －
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

－ － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電源設備

【8.6.1　電源設備】
〇重大事故等対処設備の試験・検査性
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

〇 軽油用タンクローリ －

〇 軽油用タンクローリ
＜容器＞
・容量

〇 － 軽油用タンクローリ － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電源設備

【8.6.1　電源設備】
〇重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等
・重大事故等対処設備の多様性について説明す
る。

〇 － 軽油用タンクローリ － － －

〇 － 軽油用タンクローリ － － －

〇 － 施設共通　基本設計方針 － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電源設備

【8.6.1　電源設備】
〇重大事故等対処設備の悪影響防止
・重大事故等対処設備の悪影響防止について説明
する。

〇 － 軽油用タンクローリ － －
＜容器＞
・容量

Ⅵ-1-1-3
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書

【Ⅵ-1-1-3
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
〇重大事故等対処設備の個数及び容量
・重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

〇 － 施設共通　基本設計方針 － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電源設備

【8.6.1　電源設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

〇 － 施設共通　基本設計方針 － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電源設備

【8.6.1　電源設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

【2.5補機駆動用燃料補給設備に係る設計方針】
〇補機駆動用燃料供給設備の基本方針
・燃料補給するための設備，基本方針を示す。
・重大事故等対処における補機駆動用燃料補給設
備の構成、燃料の供給先について、説明する。
・技術基準への適合性に関する説明，基本設計方
針を示す。
・燃料供給に係るタンク等の容量について示す。
・燃料供給に係るタンク等の容器の強度計算につ
いて示す。

Ⅵ-1-8-1
電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-1
非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
2.5補機駆動用燃料補給設備に係る設計方針

【8.6.1　電源設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電源設備

【8.6.1　電源設備】
〇重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等
・重大事故等対処設備の独立性，位置的分散につ
いて説明する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電源設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十六条 電源設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

146
補機駆動用燃料補給設備の軽油用タンクローリは，溢水量及び化学薬品の漏
えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防護を行
うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
運用要求

軽油用タンクローリ
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電源設備

【8.6.1　電源設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

147
補機駆動用燃料補給設備の軽油用タンクローリは，内部発生飛散物の影響を
考慮し，外部保管エリアの内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管する
ことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電源設備

【8.6.1　電源設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

148

補機駆動用燃料補給設備の軽油用タンクローリは，配管の全周破断に対し
て，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影響
を受けない外部保管エリアに保管することにより，重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 軽油用タンクローリ
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電源設備

【8.6.1　電源設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

－ － － － －

149
補機駆動用燃料補給設備の軽油用タンクローリは，容易かつ確実に接続で
き，かつ，複数の設備に使用することができるよう，より簡便な接続方式を
用いる設計とする。

機能要求① 軽油用タンクローリ
設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電源設備

【8.6.1　電源設備】
〇重大事故等対処設備の操作性の確保
・重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

－ － － － －

150

補機駆動用燃料補給設備のうち軽油用タンクローリは，通常時において，重
大事故等への対処に必要な機能を確認するため，外観点検，性能確認等が可
能な設計とする。また，軽油用タンクローリは，車両として運転状態の確認
及び外観の確認が可能な設計とする。

機能要求① 軽油用タンクローリ
設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電源設備

【8.6.1　電源設備】
〇重大事故等対処設備の試験・検査性
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

－ － － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十六条 電源設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

146
補機駆動用燃料補給設備の軽油用タンクローリは，溢水量及び化学薬品の漏
えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防護を行
うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
運用要求

軽油用タンクローリ
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

147
補機駆動用燃料補給設備の軽油用タンクローリは，内部発生飛散物の影響を
考慮し，外部保管エリアの内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管する
ことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

148

補機駆動用燃料補給設備の軽油用タンクローリは，配管の全周破断に対し
て，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影響
を受けない外部保管エリアに保管することにより，重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 軽油用タンクローリ
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

149
補機駆動用燃料補給設備の軽油用タンクローリは，容易かつ確実に接続で
き，かつ，複数の設備に使用することができるよう，より簡便な接続方式を
用いる設計とする。

機能要求① 軽油用タンクローリ
設計方針（操作性の確
保）

150

補機駆動用燃料補給設備のうち軽油用タンクローリは，通常時において，重
大事故等への対処に必要な機能を確認するため，外観点検，性能確認等が可
能な設計とする。また，軽油用タンクローリは，車両として運転状態の確認
及び外観の確認が可能な設計とする。

機能要求① 軽油用タンクローリ
設計方針（試験・検査
性）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 －
軽油用タンクローリ
施設共通　基本設計方針

－ － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電源設備

【8.6.1　電源設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

〇 － 基本方針 － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電源設備

【8.6.1　電源設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

〇 － 軽油用タンクローリ － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電源設備

【8.6.1　電源設備】
〇重大事故等対処設備の環境条件等
・重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

〇 － 軽油用タンクローリ － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電源設備

【8.6.1　電源設備】
〇重大事故等対処設備の操作性の確保
・重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

〇 － 軽油用タンクローリ － － －

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に関する説明
書
8.6.1　電源設備

【8.6.1　電源設備】
〇重大事故等対処設備の試験・検査性
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更1）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第2章　個別項目
4.計測制御系統施設
4.1計測制御設備

計測制御設備は，重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処す
るために監視することが必要なパラメータを計測できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

2

計測制御設備は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）
の直流電源の喪失その他の故障により当該重大事故等に対処するために監視
することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において，
再処理施設における重大事故等の事象進展速度や重大事故等に対処するため
の時間的余裕の観点を考慮し，当該パラメータを推定するために有効な情報
を把握できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

3

直流電源の喪失その他の故障として，再処理施設のパラメータを計測する機
器の多くが交流電源により給電する設計としていることから，必要なパラ
メータを計測することが困難となる条件として全交流動力電源の喪失を想定
し，また，計測機器の故障（計装導圧配管及び温度計ガイド管（以下「計装
配管」という。）が損傷した場合を含む。）及び計測範囲の超過を想定す
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

4

計測制御設備は，重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処す
るために監視することが必要なパラメータを計測する設備として，常設重要
計器，常設重要代替計器，可搬型重要計器，可搬型重要代替計器及び第2章
個別項目の「1.2.1　使用済燃料の貯蔵施設」の「1.2.1.10　監視設備」に用
いる一部のパラメータの監視及び可搬型重要計器の冷却に必要な可搬型計測
ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニット，可搬型計測ユニット
用空気圧縮機，けん引車で構成し，必要なパラメータを計測する設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

5

4.1.1パラメータの選定方針
重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ及び当該パラ
メータを推定するために有効な情報は，パラメータの重要性や計測に当たっ
ての優先順位の明確化の観点から，以下の通り分類する。

定義 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

6

再処理施設の状態を監視するパラメータのうち，当該重大事故等に対処する
ために監視することが必要なパラメータ及び当該パラメータを推定するため
に有効な情報は，重大事故等の対策における各作業手順に用いるパラメータ
及び重大事故等に対する対策の有効性評価に用いるパラメータから抽出する
（以下「抽出パラメータ」という。）。

定義 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

7

抽出パラメータのうち，重大事故等の発生防止対策及び拡大防止対策を成功
させるために監視することが必要なパラメータを主要パラメータとする。ま
た，抽出パラメータのうち，電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運
転状態又は再処理施設の状態を補助的に監視するパラメータを補助パラメー
タとし，保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針 ― ― ― ― ―

8
主要パラメータのうち，再処理施設の状態を直接監視するパラメータを重要
監視パラメータとする。

定義 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

9
主要パラメータのうち，再処理施設の状態を換算等により推定，又は推測す
るパラメータを重要代替監視パラメータとする。

定義 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

10
重要代替監視パラメータが複数ある場合は，重要監視パラメータとの相関性
の高さ，検出器の種類及び使用環境条件を踏まえた確からしさを考慮し，計
測に当たっての優先順位を保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針 ― ― ― ― ―

11

重要代替監視パラメータは，重要監視パラメータと同一物理量のパラメータ
を計測する異なる計測点（以下「他チャンネル」という。）がある場合は，
重要代替監視パラメータとしていずれか1つの適切な他チャンネルを選定し，
計測する設計とする。また，重要監視パラメータを換算等により推定，又は
推測可能なパラメータがある場合は，重要代替監視パラメータとして計測す
る設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針 ― ― ― ― ―

12
重大事故等が発生した場合は，重要監視パラメータの計測に着手すること
で，再処理施設の状態を把握する手段を有する設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針 ― ― ― ― ―

13
重要監視パラメータの計測が困難な場合は，重要代替監視パラメータの計測
に着手することで，再処理施設の状態を推定，又は推測可能な手段を有する
設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針 ― ― ― ― ―

第1回

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

【重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又は
推定】
・重大事故等に対処するために監視することが必要
なパラメータの計測方針（代替パラメータによる推
定方法含む）について説明する。
・重大事故等に対処するために監視することが必要
なパラメータの監視・記録方針について説明する。
・重大事故等に対処するために監視することが必要
なパラメータを計測する設備の設計方針について説
明する。

【計測制御設備の構成】
以下の重大事故対策にて使用する計測制御設備につ
いて、測定時の設備系統構成について説明する。
・臨界事故の拡大を防止するために必要な計測制御
設備
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計測制御設備
・放射線分解により発生する水素による爆発に対処
するために必要な計測制御設備
・有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために
必要な計測制御設備
・工場等外への放射性物質等の放出を抑制するため
に必要な計測制御設備
・重大事故等への対処に必要となる水の供給に必要
な計測制御設備

【計測装置の計測結果の表示，記録及び保存につい
て】
・重大事故等の対応に必要となるパラメータにおけ
る，記録，保存について説明する。

【計測制御設備の計測範囲】
・重大事故等に対処するために監視することが必要
なパラメータを計測する設備の計測範囲の設定方針
を説明する。
・各計測設備における計測範囲を説明する。

添付書類　構成 添付書類　説明内容展開事項
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

1

第2章　個別項目
4.計測制御系統施設
4.1計測制御設備

計測制御設備は，重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処す
るために監視することが必要なパラメータを計測できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

2

計測制御設備は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）
の直流電源の喪失その他の故障により当該重大事故等に対処するために監視
することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において，
再処理施設における重大事故等の事象進展速度や重大事故等に対処するため
の時間的余裕の観点を考慮し，当該パラメータを推定するために有効な情報
を把握できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

3

直流電源の喪失その他の故障として，再処理施設のパラメータを計測する機
器の多くが交流電源により給電する設計としていることから，必要なパラ
メータを計測することが困難となる条件として全交流動力電源の喪失を想定
し，また，計測機器の故障（計装導圧配管及び温度計ガイド管（以下「計装
配管」という。）が損傷した場合を含む。）及び計測範囲の超過を想定す
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

4

計測制御設備は，重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処す
るために監視することが必要なパラメータを計測する設備として，常設重要
計器，常設重要代替計器，可搬型重要計器，可搬型重要代替計器及び第2章
個別項目の「1.2.1　使用済燃料の貯蔵施設」の「1.2.1.10　監視設備」に用
いる一部のパラメータの監視及び可搬型重要計器の冷却に必要な可搬型計測
ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニット，可搬型計測ユニット
用空気圧縮機，けん引車で構成し，必要なパラメータを計測する設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

5

4.1.1パラメータの選定方針
重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ及び当該パラ
メータを推定するために有効な情報は，パラメータの重要性や計測に当たっ
ての優先順位の明確化の観点から，以下の通り分類する。

定義 基本方針 基本方針

6

再処理施設の状態を監視するパラメータのうち，当該重大事故等に対処する
ために監視することが必要なパラメータ及び当該パラメータを推定するため
に有効な情報は，重大事故等の対策における各作業手順に用いるパラメータ
及び重大事故等に対する対策の有効性評価に用いるパラメータから抽出する
（以下「抽出パラメータ」という。）。

定義 基本方針 基本方針

7

抽出パラメータのうち，重大事故等の発生防止対策及び拡大防止対策を成功
させるために監視することが必要なパラメータを主要パラメータとする。ま
た，抽出パラメータのうち，電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運
転状態又は再処理施設の状態を補助的に監視するパラメータを補助パラメー
タとし，保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針

8
主要パラメータのうち，再処理施設の状態を直接監視するパラメータを重要
監視パラメータとする。

定義 基本方針 基本方針

9
主要パラメータのうち，再処理施設の状態を換算等により推定，又は推測す
るパラメータを重要代替監視パラメータとする。

定義 基本方針 基本方針

10
重要代替監視パラメータが複数ある場合は，重要監視パラメータとの相関性
の高さ，検出器の種類及び使用環境条件を踏まえた確からしさを考慮し，計
測に当たっての優先順位を保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針

11

重要代替監視パラメータは，重要監視パラメータと同一物理量のパラメータ
を計測する異なる計測点（以下「他チャンネル」という。）がある場合は，
重要代替監視パラメータとしていずれか1つの適切な他チャンネルを選定し，
計測する設計とする。また，重要監視パラメータを換算等により推定，又は
推測可能なパラメータがある場合は，重要代替監視パラメータとして計測す
る設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

12
重大事故等が発生した場合は，重要監視パラメータの計測に着手すること
で，再処理施設の状態を把握する手段を有する設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

13
重要監視パラメータの計測が困難な場合は，重要代替監視パラメータの計測
に着手することで，再処理施設の状態を推定，又は推測可能な手段を有する
設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

展開事項
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備
説明対象

申請対象設備
（1項変更1）

申請対象設備
（2項変更2）

申請対象設備
（別設工認1

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認2

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

〇 基本方針 基本方針 ― ― ―
Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

〇 基本方針 基本方針 ― ― ―
Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

〇 基本方針 基本方針 ― ― ―
Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

〇 基本方針 基本方針 ― ― ―
Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

〇 基本方針 基本方針 ― ― ―
Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

〇 基本方針 基本方針 ― ― ―
Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

〇 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 ― ― ―
Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

〇 基本方針 基本方針 ― ― ―
Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

〇 基本方針 基本方針 ― ― ―
Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

〇 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 ― ― ―
Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

〇 計測制御設備 計測制御設備 ― ― ―
Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

〇 計測制御設備 計測制御設備 ― ― ―
Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

〇 計測制御設備 計測制御設備 ― ― ―
Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

第2回

【重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又は
推定】
・重大事故等に対処するために監視することが必要
なパラメータの計測方針（代替パラメータによる推
定方法含む）について説明する。
・重大事故等に対処するために監視することが必要
なパラメータの選定方針について説明する。
・重大事故等に対処するために監視することが必要
なパラメータの監視・記録方針について説明する。
・重大事故等に対処するために監視することが必要
なパラメータを計測する設備の設計方針について説
明する。

【計測制御設備の構成】
以下の重大事故対策にて使用する計測制御設備につ
いて、測定時の設備系統構成について説明する。ま
た，可搬型設備の計測点，保管場所，接続場所を示
す。
・臨界事故の拡大を防止するために必要な計測制御
設備
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計測制御設備
・放射線分解により発生する水素による爆発に対処
するために必要な計測制御設備
・有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために
必要な計測制御設備
・工場等外への放射性物質等の放出を抑制するため
に必要な計測制御設備
・重大事故等への対処に必要となる水の供給に必要
な計測制御設備

【計測制御設備の計測範囲】
・重大事故等に対処するために監視することが必要
なパラメータを計測する設備の計測範囲の設定方針
を説明する。
・各計測設備における計測範囲を説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更1）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第1回

添付書類　構成 添付書類　説明内容展開事項
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備

14

4.1.2重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握す
る設備の設計方針

主要パラメータを計測する設備のうち，重要監視パラメータを計測する設備
を重要計器，重要代替監視パラメータを計測する設備を重要代替計器とし，
重大事故等の発生要因に応じて対処に有効な設備を使用する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

15
重要計器及び重要代替計器は，再処理施設の状態を推定するための計測範囲
を有する設計とする。

機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針 ― ― ― ― ―

16

重要監視パラメータは，外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事
故等が発生した場合には，可搬型重要計器を使用して計測する設計とする。
また，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源の喪失を
伴わない重大事故等が発生した場合には，可搬型重要計器又は常設重要計器
を使用して計測する設計とする。重要監視パラメータを計測する可搬型重要
計器は重大事故等対処設備として設ける設計とする。重要監視パラメータを
計測する常設重要計器は，第2章 個別項目の「2.2.1　溶解設備」の
「2.2.1.1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」，「2.2.1.2 重大事故時可
溶性中性子吸収材供給系」，「2.4.2　プルトニウム精製設備」の「2.4.2.1
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系」，「2.4.3　精製建屋一時貯留
槽」の「2.4.3.1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，「5.1　気体廃棄物
の廃棄施設」の「5.1.7 廃ガス貯留設備」及び「7.1.2　圧縮空気設備」の
「7.1.2.4 臨界事故時水素掃気系」の常設計器を重大事故等対処設備として
位置付けるとともに，設置する設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針 ― ― ― ― ―

17

重要代替監視パラメータは，外的事象による安全機能の喪失を要因として重
大事故等が発生した場合には，可搬型重要代替計器を使用して計測する設計
とする。また，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源
の喪失を伴わない重大事故等が発生した場合には，常設重要代替計器を使用
して計測する設計とする。重要代替監視パラメータを計測する可搬型重要代
替計器は，重大事故等対処設備として設ける設計とする。重要代替監視パラ
メータを計測する常設重要代替計器は，第2章 個別項目の「2.2.1　溶解設
備」の「2.2.1.1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」，「2.2.1.2 重大事
故時可溶性中性子吸収材供給系」，「2.4.2　プルトニウム精製設備」の
「2.4.2.1 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系」，「2.4.3　精製建屋
一時貯留槽」の「2.4.3.1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，「5.1　気
体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7 廃ガス貯留設備」及び「7.1.2　圧縮空気設
備」の「7.1.2.4 臨界事故時水素掃気系」の常設計器を重大事故等対処設備
として位置付け，重要監視パラメータを計測するために設置する設計とす
る。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針 ― ― ― ― ―

18

4.1.2.1重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握
する設備の詳細設計方針

可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，計測方式に応じて設計基準対象
の施設である計測制御設備の計装配管に接続して計測する設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針 ― ― ― ― ―

19
主要パラメータを計測するために必要な設備のうち常設重要計器及び常設重
要代替計器の電源は，重大事故等対処設備の一部である受電開閉設備等から
給電する設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針 ― ― ― ― ―

20

主要パラメータを計測するために必要な設備のうち可搬型重要計器及び可搬
型重要代替計器の電源は，重大事故等が発生した場合において，乾電池，充
電池又は，第2章 個別項目の「4.3　制御室」の「4.3.1　計測制御装置」の
情報把握計装設備可搬型発電機，「7.1.1　電気設備」の「7.1.1.9　代替電
源設備」のうち前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，ウラン・
プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬
型発電機から給電する設計とする。前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型重要
計器及び可搬型重要代替計器には，各建屋の可搬型発電機から第2章 個別項
目の「4.3　制御室」の「4.3.1　計測制御装置」の前処理建屋可搬型情報収
集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固
化建屋可搬型情報収集装置を介して給電する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

代替電源設備

設計方針 ― ― ― ― ―

21

パラメータの計測に必要な圧縮空気は，第2章 個別項目の「7.1.2　圧縮空気
設備」の「7.1.2.1　一般圧縮空気系」，「7.1.2.2　安全圧縮空気系」，可
搬型重要計器及び可搬型重要代替計器に附属の計測用ボンベ並びに可搬型空
気圧縮機から空気を供給する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

圧縮空気設備

設計方針 ― ― ― ― ―

22 可搬型重要計器の一部は，MOX燃料加工施設と共用する。 機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使
用される条件の下における健全性に関する説明書
2．重大事故等対処設備

【計測制御設備の共用】
計測制御設備の共用について説明する。

― ― ― ― ―

23

MOX燃料加工施設と共用する可搬型重要計器は，再処理施設及びMOX燃料加工
施設における重大事故等に同時に対処することを考慮し，対処に必要となる
計測範囲及び個数を確保することで，共用によって重大事故等時の対処に影
響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使
用される条件の下における健全性に関する説明書
2．重大事故等対処設備

【計測制御設備の共用】
計測制御設備の共用について説明する。

― ― ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測

範囲及び警報動作範囲に関する説明書

【重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又は
推定】
・重大事故等に対処するために監視することが必要
なパラメータの計測方針（代替パラメータによる推
定方法含む）について説明する。
・重大事故等に対処するために監視することが必要
なパラメータの監視・記録方針について説明する。
・重大事故等に対処するために監視することが必要
なパラメータを計測する設備の設計方針について説
明する。

【計測制御設備の構成】
以下の重大事故対策にて使用する計測制御設備につ
いて、測定時の設備系統構成について説明する。
・臨界事故の拡大を防止するために必要な計測制御
設備
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計測制御設備
・放射線分解により発生する水素による爆発に対処
するために必要な計測制御設備
・有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために
必要な計測制御設備
・工場等外への放射性物質等の放出を抑制するため
に必要な計測制御設備
・重大事故等への対処に必要となる水の供給に必要
な計測制御設備

【計測装置の計測結果の表示，記録及び保存につい
て】
・重大事故等の対応に必要となるパラメータにおけ
る，記録，保存について説明する。

【計測制御設備の計測範囲】
・重大事故等に対処するために監視することが必要
なパラメータを計測する設備の計測範囲の設定方針
を説明する。
・各計測設備における計測範囲を説明する。

【燃料貯蔵プール等温度及び燃料貯蔵プール等水位
等の計測】
・使用済燃料貯蔵設備に係る重大事故等時に対処す
るために監視することが必要なパラメータの計測方
針について説明する。
・使用済燃料貯蔵設備に係る重大事故等に対処する
ために監視することが必要なパラメータの監視・記
録方針について説明する。
・使用済燃料貯蔵設備に係る重大事故等に対処する
ために監視することが必要なパラメータを計測する
設備の設計方針について説明する。

【計測制御設備の構成】
・燃料貯蔵プール等の温度及び水位等を監視する装
置の構成する計測制御設備について、測定時の設備
系統構成について説明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置
の計測結果の記録及び保存について】
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置
の計測範囲について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

展開事項
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備

14

4.1.2重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握す
る設備の設計方針

主要パラメータを計測する設備のうち，重要監視パラメータを計測する設備
を重要計器，重要代替監視パラメータを計測する設備を重要代替計器とし，
重大事故等の発生要因に応じて対処に有効な設備を使用する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

15
重要計器及び重要代替計器は，再処理施設の状態を推定するための計測範囲
を有する設計とする。

機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

16

重要監視パラメータは，外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事
故等が発生した場合には，可搬型重要計器を使用して計測する設計とする。
また，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源の喪失を
伴わない重大事故等が発生した場合には，可搬型重要計器又は常設重要計器
を使用して計測する設計とする。重要監視パラメータを計測する可搬型重要
計器は重大事故等対処設備として設ける設計とする。重要監視パラメータを
計測する常設重要計器は，第2章 個別項目の「2.2.1　溶解設備」の
「2.2.1.1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」，「2.2.1.2 重大事故時可
溶性中性子吸収材供給系」，「2.4.2　プルトニウム精製設備」の「2.4.2.1
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系」，「2.4.3　精製建屋一時貯留
槽」の「2.4.3.1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，「5.1　気体廃棄物
の廃棄施設」の「5.1.7 廃ガス貯留設備」及び「7.1.2　圧縮空気設備」の
「7.1.2.4 臨界事故時水素掃気系」の常設計器を重大事故等対処設備として
位置付けるとともに，設置する設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

17

重要代替監視パラメータは，外的事象による安全機能の喪失を要因として重
大事故等が発生した場合には，可搬型重要代替計器を使用して計測する設計
とする。また，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源
の喪失を伴わない重大事故等が発生した場合には，常設重要代替計器を使用
して計測する設計とする。重要代替監視パラメータを計測する可搬型重要代
替計器は，重大事故等対処設備として設ける設計とする。重要代替監視パラ
メータを計測する常設重要代替計器は，第2章 個別項目の「2.2.1　溶解設
備」の「2.2.1.1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系」，「2.2.1.2 重大事
故時可溶性中性子吸収材供給系」，「2.4.2　プルトニウム精製設備」の
「2.4.2.1 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系」，「2.4.3　精製建屋
一時貯留槽」の「2.4.3.1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，「5.1　気
体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7 廃ガス貯留設備」及び「7.1.2　圧縮空気設
備」の「7.1.2.4 臨界事故時水素掃気系」の常設計器を重大事故等対処設備
として位置付け，重要監視パラメータを計測するために設置する設計とす
る。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

18

4.1.2.1重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握
する設備の詳細設計方針

可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，計測方式に応じて設計基準対象
の施設である計測制御設備の計装配管に接続して計測する設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

19
主要パラメータを計測するために必要な設備のうち常設重要計器及び常設重
要代替計器の電源は，重大事故等対処設備の一部である受電開閉設備等から
給電する設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

20

主要パラメータを計測するために必要な設備のうち可搬型重要計器及び可搬
型重要代替計器の電源は，重大事故等が発生した場合において，乾電池，充
電池又は，第2章 個別項目の「4.3　制御室」の「4.3.1　計測制御装置」の
情報把握計装設備可搬型発電機，「7.1.1　電気設備」の「7.1.1.9　代替電
源設備」のうち前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，ウラン・
プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬
型発電機から給電する設計とする。前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型重要
計器及び可搬型重要代替計器には，各建屋の可搬型発電機から第2章 個別項
目の「4.3　制御室」の「4.3.1　計測制御装置」の前処理建屋可搬型情報収
集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固
化建屋可搬型情報収集装置を介して給電する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

代替電源設備

設計方針

21

パラメータの計測に必要な圧縮空気は，第2章 個別項目の「7.1.2　圧縮空気
設備」の「7.1.2.1　一般圧縮空気系」，「7.1.2.2　安全圧縮空気系」，可
搬型重要計器及び可搬型重要代替計器に附属の計測用ボンベ並びに可搬型空
気圧縮機から空気を供給する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

圧縮空気設備

設計方針

22 可搬型重要計器の一部は，MOX燃料加工施設と共用する。 機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

23

MOX燃料加工施設と共用する可搬型重要計器は，再処理施設及びMOX燃料加工
施設における重大事故等に同時に対処することを考慮し，対処に必要となる
計測範囲及び個数を確保することで，共用によって重大事故等時の対処に影
響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

説明対象
申請対象設備
（1項変更1）

申請対象設備
（2項変更2）

申請対象設備
（別設工認1

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認2

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第2回

〇 基本方針 基本方針 ― ― ―
Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

〇 計測制御設備 計測制御設備 ― ―
<計測装置>
・計測範囲
・警報動作範囲

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに計
測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使
用される条件の下における健全性に関する説明書
2．重大事故等対処設備

【計測制御設備の共用】
計測制御設備の共用について説明する。

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使
用される条件の下における健全性に関する説明書
2．重大事故等対処設備

【計測制御設備の共用】
計測制御設備の共用について説明する。

【重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又は
推定】
・重大事故等に対処するために監視することが必要
なパラメータの計測方針（代替パラメータによる推
定方法含む）について説明する。
・重大事故等に対処するために監視することが必要
なパラメータの選定方針について説明する。
・重大事故等に対処するために監視することが必要
なパラメータの監視・記録方針について説明する。
・重大事故等に対処するために監視することが必要
なパラメータを計測する設備の設計方針について説
明する。

【計測制御設備の構成】
以下の重大事故対策にて使用する計測制御設備につ
いて、測定時の設備系統構成について説明する。ま
た，可搬型設備の計測点，保管場所，接続場所を示
す。
・臨界事故の拡大を防止するために必要な計測制御
設備
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計測制御設備
・放射線分解により発生する水素による爆発に対処
するために必要な計測制御設備
・有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために
必要な計測制御設備
・工場等外への放射性物質等の放出を抑制するため
に必要な計測制御設備
・重大事故等への対処に必要となる水の供給に必要
な計測制御設備

【計測制御設備の計測範囲】
・重大事故等に対処するために監視することが必要
なパラメータを計測する設備の計測範囲の設定方針
を説明する。
・各計測設備における計測範囲を説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更1）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第1回

添付書類　構成 添付書類　説明内容展開事項
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備

24

計測制御設備の重要代替監視パラメータは，共通要因によって重要監視パラ
メータと同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，異なる物理量の計
測又は計測方式により換算表を用いて推定することで，重要監視パラメータ
に対して可能な限り多様性を有する設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ―

25

計測制御設備の重要代替監視パラメータは，共通要因によって重要監視パラ
メータと同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，重要監視パラメー
タを計測する箇所と異なる箇所で計測することにより，重要監視パラメータ
と可能な限り位置的分散を図る設計とする。

設置要求
機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ―

26
内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御設備の常設重要
計器及び常設重要代替計器は，地震等により機能が損なわれる場合，代替設
備による機能の確保により機能を維持する設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ―

27

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，共通要因によっ
て設計基準対象の施設の計測制御設備と同時にその機能が損なわれるおそれ
がないように，故障時バックアップを含めて必要な数量を設計基準対象の施
設の計測制御設備が設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した複数
の外部保管エリアに分散して保管することで位置的分散を図る設計とする。
または，設計基準対象の施設の計測制御設備が設置される建屋から100ｍ以上
の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，前処理建屋，分
離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラ
ス固化建屋及び制御建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とする。
前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高
レベル廃液ガラス固化建屋及び制御建屋内に保管する場合は設計基準対象の
施設の計測制御設備が設置される場所と異なる場所に保管することで位置的
分散を図る設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ―

28
計測制御設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，安全機能を有する施
設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する
ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（悪影響防止）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.4　悪影響防止

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明す
る。

― ― ― ― ―

29

計測制御設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，重大事故等の対処に
必要なパラメータを計測するために必要な計測範囲を有する設計とする。ま
た，設計基準対象の施設の計測制御設備が計測範囲を超過した場合は，可搬
型重要計器又は可搬型重要代替計器にて必要なパラメータを計測する設計と
する。

機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明
書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

― ― ― ― ―

30

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，重大事故等の対
処に必要なパラメータを計測するために必要な計測範囲を有する設計とす
る。保有数は，必要数を確保するとともに，予備として故障時及び保守点検
による待機除外時のバックアップを必要数以上確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ―

31

MOX燃料加工施設と共用する計測制御設備の可搬型重要計器は，再処理施設及
びMOX燃料加工施設における重大事故等対処に同時に対処することを考慮した
計測範囲及び個数を有することで，共用によって重大事故等時の対処に影響
を及ぼさない設計とする。保有数は，必要数を確保するとともに，予備とし
て故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを必要数以上確保す
る設計とする。

機能要求②
設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明
書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
計測制御設備の多様性，位置的分散等について説明
する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

展開事項
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備

24

計測制御設備の重要代替監視パラメータは，共通要因によって重要監視パラ
メータと同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，異なる物理量の計
測又は計測方式により換算表を用いて推定することで，重要監視パラメータ
に対して可能な限り多様性を有する設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

25

計測制御設備の重要代替監視パラメータは，共通要因によって重要監視パラ
メータと同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，重要監視パラメー
タを計測する箇所と異なる箇所で計測することにより，重要監視パラメータ
と可能な限り位置的分散を図る設計とする。

設置要求
機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

26
内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御設備の常設重要
計器及び常設重要代替計器は，地震等により機能が損なわれる場合，代替設
備による機能の確保により機能を維持する設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

27

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，共通要因によっ
て設計基準対象の施設の計測制御設備と同時にその機能が損なわれるおそれ
がないように，故障時バックアップを含めて必要な数量を設計基準対象の施
設の計測制御設備が設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した複数
の外部保管エリアに分散して保管することで位置的分散を図る設計とする。
または，設計基準対象の施設の計測制御設備が設置される建屋から100ｍ以上
の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，前処理建屋，分
離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラ
ス固化建屋及び制御建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とする。
前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高
レベル廃液ガラス固化建屋及び制御建屋内に保管する場合は設計基準対象の
施設の計測制御設備が設置される場所と異なる場所に保管することで位置的
分散を図る設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

28
計測制御設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，安全機能を有する施
設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する
ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（悪影響防止）

29

計測制御設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，重大事故等の対処に
必要なパラメータを計測するために必要な計測範囲を有する設計とする。ま
た，設計基準対象の施設の計測制御設備が計測範囲を超過した場合は，可搬
型重要計器又は可搬型重要代替計器にて必要なパラメータを計測する設計と
する。

機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（個数及び容
量）

30

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，重大事故等の対
処に必要なパラメータを計測するために必要な計測範囲を有する設計とす
る。保有数は，必要数を確保するとともに，予備として故障時及び保守点検
による待機除外時のバックアップを必要数以上確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（個数及び容
量）

31

MOX燃料加工施設と共用する計測制御設備の可搬型重要計器は，再処理施設及
びMOX燃料加工施設における重大事故等対処に同時に対処することを考慮した
計測範囲及び個数を有することで，共用によって重大事故等時の対処に影響
を及ぼさない設計とする。保有数は，必要数を確保するとともに，予備とし
て故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを必要数以上確保す
る設計とする。

機能要求②
設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（個数及び容
量）

説明対象
申請対象設備
（1項変更1）

申請対象設備
（2項変更2）

申請対象設備
（別設工認1

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認2

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第2回

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.4　悪影響防止

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明す
る。

〇 ― 計測制御設備 ― ―
<計測装置>
・計測範囲
・警報動作範囲

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明
書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

〇 ― 計測制御設備 ― ―
<計測装置>
・計測範囲

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明
書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
計測制御設備の多様性，位置的分散等について説明
する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更1）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第1回

添付書類　構成 添付書類　説明内容展開事項
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備

32
計測制御設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，外部からの衝撃によ
る損傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台風）等により
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

33

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，外部からの衝撃
による損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，制御建屋，第1保管庫・
貯水所及び第2保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

34

地震を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御設備の可搬型重要計
器及び可搬型重要代替計器は，地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

冒頭宣言
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

35
計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，溢水量及び化学
薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液
防護する設計とする。

機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

36

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，内部発生飛散物
の影響を考慮し，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，制御建屋及び外部保管エリア
の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

37
計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，想定される重大
事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くな
るおそれの少ない場所を選定することで操作可能な設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

38
計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器と情報把握計装設備
又はその他の重大事故等対処設備との接続は，ネジ接続，コネクタ接続又は
より簡便な接続方式を用いる設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（操作性の確
保）

― ― ― ― ―

39
計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器と計装配管は，容易
かつ確実に接続でき，かつ，複数の計装配管と相互に使用することができる
よう，口径に応じた簡便な接続方式を用いる設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（操作性の確
保）

― ― ― ― ―

40

計測制御設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，通常時において，重
大事故等への対処に必要な機能を確認するため，模擬入力による機能，性能
の確認及び校正並びに外観の確認が可能な設計とする。また，当該機能を健
全に維持するため，取替え，保修等が可能な設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
計測制御設備の試験・検査性について説明する。

― ― ― ― ―

41

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，通常時におい
て，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，模擬入力による機
能，性能の確認及び校正並びに外観の確認が可能な設計とする。また，当該
機能を健全に維持するため，取替え，保修等が可能な設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
計測制御設備の試験・検査性について説明する。

― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(1)操作性の確保

【重大事故等対処設備の操作性の確保】
計測制御設備の操作性の確保について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計測制御設備の環境条件等について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

展開事項
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備

32
計測制御設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，外部からの衝撃によ
る損傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台風）等により
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等）

33

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，外部からの衝撃
による損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，制御建屋，第1保管庫・
貯水所及び第2保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等）

34

地震を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御設備の可搬型重要計
器及び可搬型重要代替計器は，地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

冒頭宣言
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

基本方針（環境条件等）

35
計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，溢水量及び化学
薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液
防護する設計とする。

機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等）

36

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，内部発生飛散物
の影響を考慮し，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，制御建屋及び外部保管エリア
の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

基本方針（環境条件等）

37
計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，想定される重大
事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くな
るおそれの少ない場所を選定することで操作可能な設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等）

38
計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器と情報把握計装設備
又はその他の重大事故等対処設備との接続は，ネジ接続，コネクタ接続又は
より簡便な接続方式を用いる設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（操作性の確
保）

39
計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器と計装配管は，容易
かつ確実に接続でき，かつ，複数の計装配管と相互に使用することができる
よう，口径に応じた簡便な接続方式を用いる設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（操作性の確
保）

40

計測制御設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，通常時において，重
大事故等への対処に必要な機能を確認するため，模擬入力による機能，性能
の確認及び校正並びに外観の確認が可能な設計とする。また，当該機能を健
全に維持するため，取替え，保修等が可能な設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（試験・検査
性）

41

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，通常時におい
て，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，模擬入力による機
能，性能の確認及び校正並びに外観の確認が可能な設計とする。また，当該
機能を健全に維持するため，取替え，保修等が可能な設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（試験・検査
性）

説明対象
申請対象設備
（1項変更1）

申請対象設備
（2項変更2）

申請対象設備
（別設工認1

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認2

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第2回

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
計測制御設備の試験・検査性について説明する。

〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
計測制御設備の試験・検査性について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(1)操作性の確保

【重大事故等対処設備の操作性の確保】
計測制御設備の操作性の確保について説明する。

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計測制御設備の環境条件等について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更1）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第1回

添付書類　構成 添付書類　説明内容展開事項
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備

42

4.1.2.2使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の重大事故等に対処するために監視する
ことが必要なパラメータを把握する設備の詳細設計方針

第2章 個別項目の「「1.2.1　使用済燃料の貯蔵施設」の「1.2.1.10　監視設
備」に用いる一部のパラメータの監視及び可搬型重要計器の冷却に必要な可
搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニット，可搬型計測
ユニット用空気圧縮機及びけん引車を重大事故等対処設備として設ける設計
とする。

設置要求 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

43
可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ（個数6）は，重大事故等が発生した
場合において，赤外線機能により燃料貯蔵プール等の状態を監視できる設計
とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針 ― ― ― ― ―

44

主要パラメータを計測するために必要な設備のうち可搬型重要計器及び可搬
型重要代替計器の電源は，重大事故等が発生した場合において，乾電池，充
電池又は第2章 個別項目の「7.1.1　電気設備」の「7.1.1.9　代替電源設
備」の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から給電する設計
とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針 ― ― ― ― ―

45
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の可搬型重要計器には，使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設可搬型発電機から可搬型計測ユニットを介して電源を給電す
る設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針 ― ― ― ― ―

46
パラメータの計測に必要な圧縮空気は，可搬型計測ユニット用空気圧縮機か
ら空気を供給する設計とする。

機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針 ― ― ― ― ―

47

可搬型計測ユニットは，パラメータの計測に必要な圧縮空気及び可搬型空冷
ユニットに必要な圧縮空気を供給する機能を有する設計とする。可搬型計測
ユニットにおいて必要な圧縮空気は，可搬型計測ユニット用空気圧縮機から
供給する設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針 ― ― ― ― ―

48

可搬型監視ユニットは，可搬型重要計器で計測する燃料貯蔵プール等水温，
燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等空間線量率及び燃料貯蔵プール等
状態（監視カメラ）のパラメータをユニット内で監視可能な機能を有する設
計とする。また，可搬型監視ユニットには，第2章 個別項目の「4.3　制御
室」の「4.3.1　計測制御装置」計測制御装置の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
可搬型情報収集装置を搭載可能な設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針 ― ― ― ― ―

49

可搬型空冷ユニットは，可搬型計測ユニットから供給される圧縮空気を冷却
する機能を有する設計とする。冷却した圧縮空気は，燃料貯蔵プール等空間
線量率及び燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）を計測する可搬型重要計器
に供給することで，崩壊熱による使用済燃料貯蔵槽の水の温度上昇及び沸騰
による使用済燃料貯蔵槽周辺の温度及び湿度の上昇を考慮しても，可搬型重
要計器の機能を損なわない設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針 ― ― ― ― ―

50

また，可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニットに必
要な電源は，第2章 個別項目の「7.1.1　電気設備」の「7.1.1.9　代替電源
設備」の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から供給する設
計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

代替電源設備

設計方針 ― ― ― ― ―

51

可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニット，可搬型計
測ユニット用空気圧縮機及び第2章 個別項目の「7.1.1　電気設備」の
「7.1.1.9　代替電源設備」の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発
電機は，けん引車にて設置場所までけん引可能な設計とするとともに，けん
引車を重大事故等対処設備として設ける設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

代替電源設備

設計方針 ― ― ― ― ―

52

計測制御設備の燃料貯蔵プール等水位（超音波式，メジャー），燃料貯蔵
プール等水温（サーミスタ）及び燃料貯蔵プール等空間線量率（半導体検出
器（携行型））のパラメータを計測する可搬型重要計器は，共通要因によっ
て設計基準対象の施設の計測制御設備と同時にその機能が損なわれるおそれ
がないように，設計基準対象の施設の計測制御設備が設置される建屋から100
ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とする。使用
済燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管する場合は設計基準対象の施設の計測制御
設備が設置される場所と異なる場所に保管することで位置的分散を図る設計
とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ―

53

計測制御設備の可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユ
ニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機，けん引車，燃料貯蔵プール等水
位（電波式，エアパージ式），燃料貯蔵プール等水温（測温抵抗体），代替
注水設備流量，スプレイ設備流量，燃料貯蔵プール等空間線量率（半導体検
出器（パラメータ伝送型）），燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパラ
メータを計測する可搬型重要計器は，共通要因によって設計基準対象の施設
の計測制御設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時
バックアップを含めて必要な数量を設計基準対象の施設の計測制御設備が設
置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分
散して保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
計測制御設備の多様性，位置的分散等について説明
する。

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測
範囲及び警報動作範囲に関する説明書

【燃料貯蔵プール等温度及び燃料貯蔵プール等水位
等の計測】
・使用済燃料貯蔵設備に係る重大事故等時に対処す
るために監視することが必要なパラメータの計測方
針について説明する。
・使用済燃料貯蔵設備に係る重大事故等に対処する
ために監視することが必要なパラメータの監視・記
録方針について説明する。
・使用済燃料貯蔵設備に係る重大事故等に対処する
ために監視することが必要なパラメータを計測する
設備の設計方針について説明する。

【計測制御設備の構成】
・燃料貯蔵プール等の温度及び水位等を監視する装
置の構成する計測制御設備について、測定時の設備
系統構成について説明する。

【使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置
の計測結果の記録及び保存について】
・使用済燃料貯蔵槽の温度及び水位を監視する装置
の計測範囲について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

展開事項
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備

42

4.1.2.2使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の重大事故等に対処するために監視する
ことが必要なパラメータを把握する設備の詳細設計方針

第2章 個別項目の「「1.2.1　使用済燃料の貯蔵施設」の「1.2.1.10　監視設
備」に用いる一部のパラメータの監視及び可搬型重要計器の冷却に必要な可
搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニット，可搬型計測
ユニット用空気圧縮機及びけん引車を重大事故等対処設備として設ける設計
とする。

設置要求 基本方針 基本方針

43
可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ（個数6）は，重大事故等が発生した
場合において，赤外線機能により燃料貯蔵プール等の状態を監視できる設計
とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

44

主要パラメータを計測するために必要な設備のうち可搬型重要計器及び可搬
型重要代替計器の電源は，重大事故等が発生した場合において，乾電池，充
電池又は第2章 個別項目の「7.1.1　電気設備」の「7.1.1.9　代替電源設
備」の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から給電する設計
とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

45
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の可搬型重要計器には，使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設可搬型発電機から可搬型計測ユニットを介して電源を給電す
る設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

46
パラメータの計測に必要な圧縮空気は，可搬型計測ユニット用空気圧縮機か
ら空気を供給する設計とする。

機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

47

可搬型計測ユニットは，パラメータの計測に必要な圧縮空気及び可搬型空冷
ユニットに必要な圧縮空気を供給する機能を有する設計とする。可搬型計測
ユニットにおいて必要な圧縮空気は，可搬型計測ユニット用空気圧縮機から
供給する設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

48

可搬型監視ユニットは，可搬型重要計器で計測する燃料貯蔵プール等水温，
燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等空間線量率及び燃料貯蔵プール等
状態（監視カメラ）のパラメータをユニット内で監視可能な機能を有する設
計とする。また，可搬型監視ユニットには，第2章 個別項目の「4.3　制御
室」の「4.3.1　計測制御装置」計測制御装置の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
可搬型情報収集装置を搭載可能な設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

49

可搬型空冷ユニットは，可搬型計測ユニットから供給される圧縮空気を冷却
する機能を有する設計とする。冷却した圧縮空気は，燃料貯蔵プール等空間
線量率及び燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）を計測する可搬型重要計器
に供給することで，崩壊熱による使用済燃料貯蔵槽の水の温度上昇及び沸騰
による使用済燃料貯蔵槽周辺の温度及び湿度の上昇を考慮しても，可搬型重
要計器の機能を損なわない設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針

50

また，可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニットに必
要な電源は，第2章 個別項目の「7.1.1　電気設備」の「7.1.1.9　代替電源
設備」の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から供給する設
計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

代替電源設備

設計方針

51

可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニット，可搬型計
測ユニット用空気圧縮機及び第2章 個別項目の「7.1.1　電気設備」の
「7.1.1.9　代替電源設備」の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発
電機は，けん引車にて設置場所までけん引可能な設計とするとともに，けん
引車を重大事故等対処設備として設ける設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

代替電源設備

設計方針

52

計測制御設備の燃料貯蔵プール等水位（超音波式，メジャー），燃料貯蔵
プール等水温（サーミスタ）及び燃料貯蔵プール等空間線量率（半導体検出
器（携行型））のパラメータを計測する可搬型重要計器は，共通要因によっ
て設計基準対象の施設の計測制御設備と同時にその機能が損なわれるおそれ
がないように，設計基準対象の施設の計測制御設備が設置される建屋から100
ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とする。使用
済燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管する場合は設計基準対象の施設の計測制御
設備が設置される場所と異なる場所に保管することで位置的分散を図る設計
とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

53

計測制御設備の可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユ
ニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機，けん引車，燃料貯蔵プール等水
位（電波式，エアパージ式），燃料貯蔵プール等水温（測温抵抗体），代替
注水設備流量，スプレイ設備流量，燃料貯蔵プール等空間線量率（半導体検
出器（パラメータ伝送型）），燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパラ
メータを計測する可搬型重要計器は，共通要因によって設計基準対象の施設
の計測制御設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時
バックアップを含めて必要な数量を設計基準対象の施設の計測制御設備が設
置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分
散して保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

説明対象
申請対象設備
（1項変更1）

申請対象設備
（2項変更2）

申請対象設備
（別設工認1

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認2

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第2回

〇 基本方針 ― ― ― ―
Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測
範囲及び警報動作範囲に関する説明書

〇 計測制御設備 ― ― ― ―
Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測
範囲及び警報動作範囲に関する説明書

〇 計測制御設備 ― ― ― ―
Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測
範囲及び警報動作範囲に関する説明書

〇 計測制御設備 ― ― ― ―
Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測
範囲及び警報動作範囲に関する説明書

〇 計測制御設備 ― ― ―
＜圧縮機＞
・容量

Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測
範囲及び警報動作範囲に関する説明書

〇 計測制御設備 ― ― ― ―
Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測
範囲及び警報動作範囲に関する説明書

〇 計測制御設備 ― ― ― ―
Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測
範囲及び警報動作範囲に関する説明書

〇 計測制御設備 ― ― ― ―
Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測
範囲及び警報動作範囲に関する説明書

〇 計測制御設備 ― ― ― ―
Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測
範囲及び警報動作範囲に関する説明書

〇 計測制御設備 ― ― ― ―
Ⅵ-1-4-2 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測
範囲及び警報動作範囲に関する説明書

〇 計測制御設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

〇 計測制御設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
計測制御設備の多様性，位置的分散等について説明
する。

【重大事故等の対処に必要なパラメータの計測又は
推定】
・重大事故等に対処するために監視することが必要
なパラメータの計測方針について説明する。
・重大事故等に対処するために監視することが必要
なパラメータの選定方針について説明する。
・重大事故等に対処するために監視することが必要
なパラメータの監視・記録方針について説明する。
・重大事故等に対処するために監視することが必要
なパラメータを計測する設備の設計方針について説
明する。

【計測制御設備の構成】
・燃料貯蔵プール等の温度及び水位等を監視する装
置の構成する計測制御設備について、測定時の設備
系統構成について説明する。また，可搬型設備の計
測点，保管場所，接続場所を示す。
・使用済燃料プール等の監視設備の冷却装置の構成
について説明する。

【計測制御設備の計測範囲】
・重大事故等に対処するために監視することが必要
なパラメータを計測する設備の計測範囲の設定方針
を説明する。
・各計測設備における計測範囲を説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更1）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第1回

添付書類　構成 添付書類　説明内容展開事項
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備

54
屋外に保管するけん引車は，竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて
固縛等の措置をとることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

冒頭宣言
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

基本方針（悪影響防止）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.4　悪影響防止

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明す
る。

― ― ― ― ―

55

計測制御設備の可搬型重要計器は，重大事故等の対処に必要なパラメータを
計測するために必要な計測範囲を有する設計とする。保有数は，必要数を確
保するとともに，予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバック
アップを必要数以上確保する設計とする。また，可搬型空冷ユニットＡ～
Ｅ，可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型計測ユニット用空気
圧縮機及びけん引車の保有数は，それぞれ必要数として1台，予備として故障
時及び待機除外時のバックアップを2台の合計３台確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明
書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

― ― ― ― ―

56

計測制御設備の燃料貯蔵プール等空間線量率及び燃料貯蔵プール等状態（監
視カメラ）を計測する可搬型重要計器は，可搬型計測ユニット，可搬型空冷
ユニット及び可搬型計測ユニット用空気圧縮機により冷却した圧縮空気を供
給することで使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，湿度を考慮しても
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

57

計測制御設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等
水温，燃料貯蔵プール等空間線量率のパラメータを計測する可搬型重要計
器）は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第1保管庫・貯水所，第2保
管庫・貯水所及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風）等によ
り重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

58

計測制御設備の可搬型重要計器（代替注水設備流量，スプレイ設備流量，燃
料貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパラメータを計測する可搬型重要計
器）は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第1保管庫・貯水所及び第2
保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

59
地震を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御設備の可搬型重要計
器は，地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計に基づく設計と
することで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

60

計測制御設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等
水温，燃料貯蔵プール等空間線量率のパラメータを計測する可搬型重要計器
を含む。）は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高
さへの保管，被水防護及び被液防護する設計とする。

機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

61

計測制御設備の可搬型重要計器は，内部発生飛散物の影響を考慮し，使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋及び外部保管エリアの内部発生飛散物の影響を受けな
い場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計する。

冒頭宣言
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

62
計測制御設備の可搬型重要計器は，想定される重大事故等が発生した場合に
おいても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所を
選定することで操作可能な設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

63
計測制御設備の可搬型重要計器と情報把握計装設備又はその他の重大事故等
対処設備との接続は，ネジ接続，コネクタ接続又はより簡便な接続方式を用
いる設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(1)操作性の確保

【重大事故等対処設備の操作性の確保】
計測制御設備の操作性の確保について説明する。

― ― ― ― ―

64

計測制御設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等
水温，代替注水設備流量，スプレイ設備流量，燃料貯蔵プール等空間線量
率，燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパラメータを計測する可搬型重
要計器），可搬型重要代替計器及び可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニッ
ト，可搬型空冷ユニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機は，通常時にお
いて，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，模擬入力による機
能，性能の確認及び校正並びに外観の確認が可能な設計とする。また，当該
機能を健全に維持するため，取替え，保修等が可能な設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
計測制御設備の試験・検査性について説明する。

― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計測制御設備の環境条件等について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

展開事項
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備

54
屋外に保管するけん引車は，竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて
固縛等の措置をとることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

冒頭宣言
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

基本方針（悪影響防止）

55

計測制御設備の可搬型重要計器は，重大事故等の対処に必要なパラメータを
計測するために必要な計測範囲を有する設計とする。保有数は，必要数を確
保するとともに，予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバック
アップを必要数以上確保する設計とする。また，可搬型空冷ユニットＡ～
Ｅ，可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型計測ユニット用空気
圧縮機及びけん引車の保有数は，それぞれ必要数として1台，予備として故障
時及び待機除外時のバックアップを2台の合計３台確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（個数及び容
量）

56

計測制御設備の燃料貯蔵プール等空間線量率及び燃料貯蔵プール等状態（監
視カメラ）を計測する可搬型重要計器は，可搬型計測ユニット，可搬型空冷
ユニット及び可搬型計測ユニット用空気圧縮機により冷却した圧縮空気を供
給することで使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，湿度を考慮しても
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等）

57

計測制御設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等
水温，燃料貯蔵プール等空間線量率のパラメータを計測する可搬型重要計
器）は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第1保管庫・貯水所，第2保
管庫・貯水所及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風）等によ
り重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等）

58

計測制御設備の可搬型重要計器（代替注水設備流量，スプレイ設備流量，燃
料貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパラメータを計測する可搬型重要計
器）は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第1保管庫・貯水所及び第2
保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等）

59
地震を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御設備の可搬型重要計
器は，地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計に基づく設計と
することで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

基本方針（環境条件等）

60

計測制御設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等
水温，燃料貯蔵プール等空間線量率のパラメータを計測する可搬型重要計器
を含む。）は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高
さへの保管，被水防護及び被液防護する設計とする。

機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等）

61

計測制御設備の可搬型重要計器は，内部発生飛散物の影響を考慮し，使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋及び外部保管エリアの内部発生飛散物の影響を受けな
い場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計する。

冒頭宣言
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

基本方針（環境条件等）

62
計測制御設備の可搬型重要計器は，想定される重大事故等が発生した場合に
おいても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所を
選定することで操作可能な設計とする。

設置要求
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等）

63
計測制御設備の可搬型重要計器と情報把握計装設備又はその他の重大事故等
対処設備との接続は，ネジ接続，コネクタ接続又はより簡便な接続方式を用
いる設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（操作性の確
保）

64

計測制御設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等
水温，代替注水設備流量，スプレイ設備流量，燃料貯蔵プール等空間線量
率，燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパラメータを計測する可搬型重
要計器），可搬型重要代替計器及び可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニッ
ト，可搬型空冷ユニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機は，通常時にお
いて，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，模擬入力による機
能，性能の確認及び校正並びに外観の確認が可能な設計とする。また，当該
機能を健全に維持するため，取替え，保修等が可能な設計とする。

機能要求①
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（試験・検査
性）

説明対象
申請対象設備
（1項変更1）

申請対象設備
（2項変更2）

申請対象設備
（別設工認1

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認2

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第2回

〇 計測制御設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.4　悪影響防止

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明す
る。

〇 計測制御設備 ― ― ―
<計測装置>
・計測範囲

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明
書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

〇 計測制御設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 計測制御設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 計測制御設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 計測制御設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 計測制御設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 計測制御設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 計測制御設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計測制御設備の環境条件等について説明する。

〇 計測制御設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(1)操作性の確保

【重大事故等対処設備の操作性の確保】
計測制御設備の操作性の確保について説明する。

〇 計測制御設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
計測制御設備の試験・検査性について説明する。

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計測制御設備の環境条件等について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更1）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第1回

添付書類　構成 添付書類　説明内容展開事項
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備

65

4.1.3再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生
した場合において必要な情報を把握し記録する設備の設計方針
再処理施設は，再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリ
ズムが発生した場合において，中央制御室及び緊急時対策所で必要な情報を
把握するために，重大事故等に対処するために監視することが必要なパラ
メータを把握する設備及び再処理施設への故意による大型航空機の衝突その
他のテロリズムが発生した場合において必要な情報を把握し記録する設備を
設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

66

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握する設
備及び再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発
生した場合において必要な情報を把握し記録する設備は，共通要因によって
中央制御室と緊急時対策所が同時に必要な情報を把握し記録する機能が損な
われない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針 ― ― ― ― ―

67

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは，再処理施設への故意に
よる大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合においても，当該
事象に対処するために把握することが必要なパラメータとして計測する設計
とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針 ― ― ― ― ―

68

再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した
場合において必要なパラメータを把握し記録する設備として，常設重要計
器，常設重要代替計器，可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器を使用する
とともに，第2章 個別項目の「4.3　制御室」の「4.3.1　計測制御装置」の
情報把握計装設備，監視制御盤，安全系監視制御盤及び「7.3.9　緊急時対策
所」の「7.3.9.4　緊急時対策建屋情報把握設備」の情報収集装置，情報表示
装置，データ収集装置，データ表示装置を再処理施設への故意による大型航
空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合において必要な情報を把握し
監視並びに記録する設備として兼用する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

緊急時対策建屋情報把握設備
（許可文中、第9.16-2表(1)）

設計方針 ― ― ― ― ―

69

常設重要計器，常設重要代替計器，可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器
により計測したパラメータは，第2章 個別項目の「4.3　制御室」の「4.3.1
計測制御装置」の情報把握計装設備，監視制御盤，安全系監視制御盤及び
「7.3.9　緊急時対策所」の「7.3.9.4　緊急時対策建屋情報把握設備」の情
報収集装置，情報表示装置，データ収集装置，データ表示装置に伝送し，中
央制御室及び緊急時対策所において必要な情報を共有することにより，共通
要因によって中央制御室と緊急時対策所が同時に必要な情報を把握する機能
が損なわれない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

緊急時対策建屋情報把握設備
（許可文中、第9.16-2表(1)）

設計方針 ― ― ― ― ―

70

4.3制御室
4.3.1　計測制御装置
重大事故等が発生した場合において，計測制御装置は，制御室において，重
要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録できる設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ― ― ― ― ―

71
計測制御装置は，監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備で構
成する。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針 ― ― ― ― ―

72

監視制御盤は，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源
の喪失を伴わない重大事故等が発生した場合において，重要監視パラメータ
及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録するための設備であり，常設
重大事故等対処設備として位置付け，重要監視パラメータ及び重要代替監視
パラメータを監視並びに記録する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針 ― ― ― ― ―

73

安全系監視制御盤は，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動
力電源の喪失を伴わない重大事故等が発生した場合において，重要監視パラ
メータ及び重要代替監視パラメータを監視するための設備であり，常設重大
事故等対処設備として位置付け，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラ
メータを監視する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針 ― ― ― ― ―

74

情報把握計装設備は，外的事象による安全機能の喪失及び内的事象のうち全
交流動力電源の喪失を要因として重大事故等が発生した場合，並びに内的事
象による安全機能の喪失を要因として重大事故等が発生した場合において，
重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録するため
の設備であり，可搬型重大事故等対処設備として配備し，常設重大事故等対
処設備として設置する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針 ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機の
衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握
に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した
場合の必要な情報を把握するための詳細設計
3.1監視パラメータ
3.2設備構成
3.3同時機能喪失に対する健全性

【再処理施設への故意による大型航空機の衝突その
他のテロリズムが発生した場合の情報把握に係る基
本方針】
・再処理施設への故意による大型航空機の衝突その
他のテロリズムが発生した場合の情報把握に係る対
処方針、対策設備、同時機能喪失に係る措置を記載

【大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した
場合の必要な情報を把握するための詳細設計】
・大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した
場合の必要な情報を把握するための詳細設計に伴う
監視パラメータ及び設備構成を記載

【同時機能喪失に対する健全性】
・制御室及び緊急時対策所において、監視機能の同
時機能喪失を防止するための措置を示す。

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機の
衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握
に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する

【情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計】
情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計を説明す
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

展開事項
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備

65

4.1.3再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生
した場合において必要な情報を把握し記録する設備の設計方針
再処理施設は，再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリ
ズムが発生した場合において，中央制御室及び緊急時対策所で必要な情報を
把握するために，重大事故等に対処するために監視することが必要なパラ
メータを把握する設備及び再処理施設への故意による大型航空機の衝突その
他のテロリズムが発生した場合において必要な情報を把握し記録する設備を
設置する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

66

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを把握する設
備及び再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発
生した場合において必要な情報を把握し記録する設備は，共通要因によって
中央制御室と緊急時対策所が同時に必要な情報を把握し記録する機能が損な
われない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

67

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは，再処理施設への故意に
よる大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合においても，当該
事象に対処するために把握することが必要なパラメータとして計測する設計
とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

68

再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した
場合において必要なパラメータを把握し記録する設備として，常設重要計
器，常設重要代替計器，可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器を使用する
とともに，第2章 個別項目の「4.3　制御室」の「4.3.1　計測制御装置」の
情報把握計装設備，監視制御盤，安全系監視制御盤及び「7.3.9　緊急時対策
所」の「7.3.9.4　緊急時対策建屋情報把握設備」の情報収集装置，情報表示
装置，データ収集装置，データ表示装置を再処理施設への故意による大型航
空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合において必要な情報を把握し
監視並びに記録する設備として兼用する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

緊急時対策建屋情報把握設備
（許可文中、第9.16-2表(1)）

設計方針

69

常設重要計器，常設重要代替計器，可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器
により計測したパラメータは，第2章 個別項目の「4.3　制御室」の「4.3.1
計測制御装置」の情報把握計装設備，監視制御盤，安全系監視制御盤及び
「7.3.9　緊急時対策所」の「7.3.9.4　緊急時対策建屋情報把握設備」の情
報収集装置，情報表示装置，データ収集装置，データ表示装置に伝送し，中
央制御室及び緊急時対策所において必要な情報を共有することにより，共通
要因によって中央制御室と緊急時対策所が同時に必要な情報を把握する機能
が損なわれない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

緊急時対策建屋情報把握設備
（許可文中、第9.16-2表(1)）

設計方針

70

4.3制御室
4.3.1　計測制御装置
重大事故等が発生した場合において，計測制御装置は，制御室において，重
要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録できる設計
とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

71
計測制御装置は，監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備で構
成する。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

72

監視制御盤は，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源
の喪失を伴わない重大事故等が発生した場合において，重要監視パラメータ
及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録するための設備であり，常設
重大事故等対処設備として位置付け，重要監視パラメータ及び重要代替監視
パラメータを監視並びに記録する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

73

安全系監視制御盤は，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動
力電源の喪失を伴わない重大事故等が発生した場合において，重要監視パラ
メータ及び重要代替監視パラメータを監視するための設備であり，常設重大
事故等対処設備として位置付け，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラ
メータを監視する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

74

情報把握計装設備は，外的事象による安全機能の喪失及び内的事象のうち全
交流動力電源の喪失を要因として重大事故等が発生した場合，並びに内的事
象による安全機能の喪失を要因として重大事故等が発生した場合において，
重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録するため
の設備であり，可搬型重大事故等対処設備として配備し，常設重大事故等対
処設備として設置する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

説明対象
申請対象設備
（1項変更1）

申請対象設備
（2項変更2）

申請対象設備
（別設工認1

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認2

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第2回

〇 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機の
衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握
に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した
場合の必要な情報を把握するための詳細設計
3.1監視パラメータ
3.2設備構成
3.3同時機能喪失に対する健全性

〇
計測制御設備

制御室
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機の
衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握
に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した
場合の必要な情報を把握するための詳細設計
3.1監視パラメータ
3.2設備構成
3.3同時機能喪失に対する健全性

〇
計測制御設備

制御室
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機の
衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握
に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した
場合の必要な情報を把握するための詳細設計
3.1監視パラメータ
3.2設備構成
3.3同時機能喪失に対する健全性

〇
計測制御設備

制御室
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機の
衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握
に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した
場合の必要な情報を把握するための詳細設計
3.1監視パラメータ
3.2設備構成
3.3同時機能喪失に対する健全性

〇
計測制御設備

制御室
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機の
衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握
に関する説明書
1.概要
2.基本方針
3.大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した
場合の必要な情報を把握するための詳細設計
3.1監視パラメータ
3.2設備構成
3.3同時機能喪失に対する健全性

〇 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機の
衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握
に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

〇
計測制御設備

制御室
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機の
衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握
に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

〇
計測制御設備

制御室
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機の
衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握
に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

〇
計測制御設備

制御室
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機の
衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握
に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

〇
計測制御設備

制御室
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機の
衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握
に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

【再処理施設への故意による大型航空機の衝突その
他のテロリズムが発生した場合の情報把握に係る基
本方針】
・再処理施設への故意による大型航空機の衝突その
他のテロリズムが発生した場合の情報把握に係る対
処方針、対策設備、同時機能喪失に係る措置を記載

【大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した
場合の必要な情報を把握するための詳細設計】
・大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した
場合の必要な情報を把握するための詳細設計に伴う
監視パラメータ及び設備構成を記載

【同時機能喪失に対する健全性】
・制御室及び緊急時対策所において、監視機能の同
時機能喪失を防止するための措置を示す。

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する

【情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計】
情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計を説明す
る。

977



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更1）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第1回

添付書類　構成 添付書類　説明内容展開事項
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備

75

4.3.1.1　中央制御室の計測制御装置

中央制御室の計測制御装置は，監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握
計装設備で構成する。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針 ― ― ― ― ―

76

情報把握計装設備は，常設重大事故等対処設備である情報把握計装設備用屋
内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置，可搬型重大事故等対処設備である前
処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬
型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，
高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集
装置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情
報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置及び情報把握計装設備可搬型発電
機で構成する。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針 ― ― ― ― ―

77
重大事故等が発生した場合において，計測制御装置は，中央制御室におい
て，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録でき
る設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針 ― ― ― ― ―

78

情報把握計装設備の電源は，情報把握計装設備可搬型発電機，第2章 個別項
目の7.1.1　電気設備」の「7.1.1.9　代替電源設備」の前処理建屋可搬型発
電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機
で構成する。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

代替電源設備

設計方針 ― ― ― ― ―

79
監視制御盤及び安全系監視制御盤の電源は，第2章 個別項目の7.1.1　電気設
備」の「7.1.1.1　受電開閉設備」から給電する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針 ― ― ― ― ―

80

前処理建屋可搬型情報収集装置は前処理建屋可搬型発電機から，分離建屋可
搬型情報収集装置は分離建屋可搬型発電機から，精製建屋可搬型情報収集装
置及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置はウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機から，高レベル廃液ガラス固化建屋可
搬型情報収集装置は高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機から，制御建
屋可搬型情報収集装置及び制御建屋可搬型情報表示装置は制御建屋可搬型発
電機から，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬
型情報収集装置は情報把握計装設備可搬型発電機から給電する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針 ― ― ― ― ―

81

情報把握計装設備のうち，情報把握計装設備用屋内伝送系統，建屋間伝送用
無線装置及び制御建屋可搬型情報収集装置である第1保管庫・貯水所可搬型情
報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装設備可
搬型発電機は，MOX燃料加工施設と共用する。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使
用される条件の下における健全性に関する説明書
2．重大事故等対処設備

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機の
衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握
に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

【計測制御設備の共用】
計測制御設備の共用について説明する。

【情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計】
共用について説明する。

― ― ― ― ―

82

MOX燃料加工施設と共用する情報把握計装設備用屋内伝送系統，建屋間伝送用
無線装置及び制御建屋可搬型情報収集装置である第1保管庫・貯水所可搬型情
報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装設備可
搬型発電機は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等対処に同
時に対処することを考慮し，共用によって重大事故時の対処に影響を及ぼさ
ない設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使
用される条件の下における健全性に関する説明書
2．重大事故等対処設備

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機の
衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握
に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

【計測制御設備の共用】
計測制御設備の共用について説明する。

【情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計】
共用について説明する。

― ― ― ― ―

83

内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御装置の監視制御
盤は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散
物に対して代替設備による機能の確保，関連する工程の停止等により重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ―

84

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線
装置は，共通要因によって計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤
と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう計測制御装置の監視制御盤
及び安全系監視制御盤と独立した異なる系統により当該機能に必要な系統を
構成することで，独立性を有する設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ―

85

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収
集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制
御建屋可搬型情報収集装置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保
管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び制御建屋可搬型情報表示装置は，情報
把握計装設備可搬型発電機及び第2章 個別項目の「7.1.1　電気設備」の
「7.1.1.9　代替電源設備」の前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電
機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電
機及び高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機から電力を給電すること
で，電気設備の設計基準対象の施設からの給電で動作する監視制御盤及び安
全系監視制御盤に対して多様性を有する設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

代替電源設備

設計方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ―

86

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精
製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，
高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，第1
保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建
屋可搬型情報表示装置は，共通要因によって計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視
制御盤と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時バックアップを含め
て必要な数量を計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤が設置される建屋から
100m以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して保管することで，位置
的分散を図る設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機の
衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握
に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する

【情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計】
情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計を説明す
る。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
計測制御設備の多様性，位置的分散等について説明
する。

978



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

展開事項
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備

75

4.3.1.1　中央制御室の計測制御装置

中央制御室の計測制御装置は，監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握
計装設備で構成する。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

76

情報把握計装設備は，常設重大事故等対処設備である情報把握計装設備用屋
内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置，可搬型重大事故等対処設備である前
処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬
型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，
高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集
装置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情
報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置及び情報把握計装設備可搬型発電
機で構成する。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

77
重大事故等が発生した場合において，計測制御装置は，中央制御室におい
て，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録でき
る設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

78

情報把握計装設備の電源は，情報把握計装設備可搬型発電機，第2章 個別項
目の7.1.1　電気設備」の「7.1.1.9　代替電源設備」の前処理建屋可搬型発
電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機
で構成する。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

代替電源設備

設計方針

79
監視制御盤及び安全系監視制御盤の電源は，第2章 個別項目の7.1.1　電気設
備」の「7.1.1.1　受電開閉設備」から給電する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

80

前処理建屋可搬型情報収集装置は前処理建屋可搬型発電機から，分離建屋可
搬型情報収集装置は分離建屋可搬型発電機から，精製建屋可搬型情報収集装
置及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置はウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機から，高レベル廃液ガラス固化建屋可
搬型情報収集装置は高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機から，制御建
屋可搬型情報収集装置及び制御建屋可搬型情報表示装置は制御建屋可搬型発
電機から，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬
型情報収集装置は情報把握計装設備可搬型発電機から給電する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

81

情報把握計装設備のうち，情報把握計装設備用屋内伝送系統，建屋間伝送用
無線装置及び制御建屋可搬型情報収集装置である第1保管庫・貯水所可搬型情
報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装設備可
搬型発電機は，MOX燃料加工施設と共用する。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

82

MOX燃料加工施設と共用する情報把握計装設備用屋内伝送系統，建屋間伝送用
無線装置及び制御建屋可搬型情報収集装置である第1保管庫・貯水所可搬型情
報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装設備可
搬型発電機は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等対処に同
時に対処することを考慮し，共用によって重大事故時の対処に影響を及ぼさ
ない設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

83

内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御装置の監視制御
盤は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散
物に対して代替設備による機能の確保，関連する工程の停止等により重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針（多様性，位置
的分散等）

84

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線
装置は，共通要因によって計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤
と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう計測制御装置の監視制御盤
及び安全系監視制御盤と独立した異なる系統により当該機能に必要な系統を
構成することで，独立性を有する設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

85

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収
集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制
御建屋可搬型情報収集装置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保
管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び制御建屋可搬型情報表示装置は，情報
把握計装設備可搬型発電機及び第2章 個別項目の「7.1.1　電気設備」の
「7.1.1.9　代替電源設備」の前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電
機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電
機及び高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機から電力を給電すること
で，電気設備の設計基準対象の施設からの給電で動作する監視制御盤及び安
全系監視制御盤に対して多様性を有する設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

代替電源設備

設計方針（多様性，位置
的分散等）

86

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精
製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，
高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，第1
保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建
屋可搬型情報表示装置は，共通要因によって計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視
制御盤と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時バックアップを含め
て必要な数量を計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤が設置される建屋から
100m以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して保管することで，位置
的分散を図る設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

説明対象
申請対象設備
（1項変更1）

申請対象設備
（2項変更2）

申請対象設備
（別設工認1

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認2

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第2回

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機の
衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握
に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機の
衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握
に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機の
衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握
に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機の
衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握
に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機の
衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握
に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機の
衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握
に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使
用される条件の下における健全性に関する説明書

【計測制御設備の共用】
計測制御設備の共用について説明する。

【情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計】
共用について説明する。

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使
用される条件の下における健全性に関する説明書

【計測制御設備の共用】
計測制御設備の共用について説明する。

【情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計】
共用について説明する。

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する

【情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計】
情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計を説明す
る。

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
計測制御設備の多様性，位置的分散等について説明
する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更1）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第1回

添付書類　構成 添付書類　説明内容展開事項
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備

87
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は，安全機能を有する施設
として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等対処設備として使用する
ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（悪影響防止） ― ― ― ― ―

88
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線
装置は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪
影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（悪影響防止） ― ― ― ― ―

89
計測制御装置の監視制御盤は，重大事故等時におけるパラメータを記録する
ために必要な保存容量を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ―

90

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線
装置は，収集したパラメータを伝送可能な容量を有する設計とするととも
に，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた数量として前処理建屋に対
して1系統，分離建屋に対して1系統，精製建屋に対して1系統，ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋に対して1系統，高レベル廃液ガラス固化建屋に対して
1系統，制御建屋に対して1系統の必要数6系統に加え，予備を6系統，合計12
系統以上を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ―

91

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収
集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，第1
保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置は，収集したパラメータを伝送可能な容量を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ―

92

情報把握計装設備の制御建屋可搬型情報収集装置は，収集した重要監視パラ
メータ及び重要代替監視パラメータを電磁的に記録及び保存し，電源喪失に
より保存した記録が失われないようにするとともに帳票として出力できる設
計とする。また，記録に必要な容量は，記録が必要な期間に亘って保存でき
る容量を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ―

93

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収
集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制
御建屋可搬型情報収集装置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保
管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び制御建屋可搬型情報表示装置は，必要
なデータ量の伝送及び記録容量を有する設計とし，保有数は，必要数として
重大事故等の対処に必要な個数をそれぞれ1台有する設計とするとともに，故
障時バックアップを1台の合計2台確保する設計とする。

設置要求
機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ―

94

情報把握計装設備可搬型発電機は，重大事故等に対処するために必要な電力
を確保するために必要な容量を有する設計とし，保有数は，必要数として重
大事故等の対処に必要な個数を有する設計とするとともに，故障時のバック
アップを必要数以上確保する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明
書
6.系統施設毎の設計上の考慮

Ⅵ-1-5-1
電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-5-1-1
非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.3可搬型の非常用発電装置

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

【可搬型の非常用発電装置】
・発電機に接続される負荷，負荷に伴う出力の決定
に関する考え方，結果を示す。

― ― ― ― ―

95

MOX燃料加工施設と共用する情報把握計装設備用屋内伝送系統，建屋間伝送用
無線装置及び制御建屋可搬型情報収集装置である第1保管庫・貯水所可搬型情
報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装設備可
搬型発電機は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等対処に同
時に対処することを考慮し，対処に必要となるデータの伝送，記録容量及び
個数を確保することで，共用によって重大事故時の対処に影響を及ぼさない
設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明
書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.4　悪影響防止

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明す
る。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明
書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

展開事項
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備

87
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は，安全機能を有する施設
として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等対処設備として使用する
ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（悪影響防止）

88
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線
装置は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪
影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（悪影響防止）

89
計測制御装置の監視制御盤は，重大事故等時におけるパラメータを記録する
ために必要な保存容量を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

90

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線
装置は，収集したパラメータを伝送可能な容量を有する設計とするととも
に，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた数量として前処理建屋に対
して1系統，分離建屋に対して1系統，精製建屋に対して1系統，ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋に対して1系統，高レベル廃液ガラス固化建屋に対して
1系統，制御建屋に対して1系統の必要数6系統に加え，予備を6系統，合計12
系統以上を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

91

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収
集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，第1
保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置は，収集したパラメータを伝送可能な容量を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

92

情報把握計装設備の制御建屋可搬型情報収集装置は，収集した重要監視パラ
メータ及び重要代替監視パラメータを電磁的に記録及び保存し，電源喪失に
より保存した記録が失われないようにするとともに帳票として出力できる設
計とする。また，記録に必要な容量は，記録が必要な期間に亘って保存でき
る容量を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

93

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収
集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制
御建屋可搬型情報収集装置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保
管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び制御建屋可搬型情報表示装置は，必要
なデータ量の伝送及び記録容量を有する設計とし，保有数は，必要数として
重大事故等の対処に必要な個数をそれぞれ1台有する設計とするとともに，故
障時バックアップを1台の合計2台確保する設計とする。

設置要求
機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

94

情報把握計装設備可搬型発電機は，重大事故等に対処するために必要な電力
を確保するために必要な容量を有する設計とし，保有数は，必要数として重
大事故等の対処に必要な個数を有する設計とするとともに，故障時のバック
アップを必要数以上確保する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

95

MOX燃料加工施設と共用する情報把握計装設備用屋内伝送系統，建屋間伝送用
無線装置及び制御建屋可搬型情報収集装置である第1保管庫・貯水所可搬型情
報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装設備可
搬型発電機は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等対処に同
時に対処することを考慮し，対処に必要となるデータの伝送，記録容量及び
個数を確保することで，共用によって重大事故時の対処に影響を及ぼさない
設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

説明対象
申請対象設備
（1項変更1）

申請対象設備
（2項変更2）

申請対象設備
（別設工認1

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認2

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第2回

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.4　悪影響防止

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.4　悪影響防止

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明
書
6.系統施設毎の設計上の考慮

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明
書
6.系統施設毎の設計上の考慮

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明
書
6.系統施設毎の設計上の考慮

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明
書
6.系統施設毎の設計上の考慮

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明
書
6.系統施設毎の設計上の考慮

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ―

＜発電機＞
・容量
・燃料

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明
書
6.系統施設毎の設計上の考慮

Ⅵ-1-5-1
電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-5-1-1
非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.3可搬型の非常用発電装置

【重大事故等対処設備の個数】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

【可搬型の非常用発電装置】
・発電機に接続される負荷，負荷に伴う出力の決定
に関する考え方，結果を示す。

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明
書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明す
る。

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更1）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第1回

添付書類　構成 添付書類　説明内容展開事項
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備

96
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は，外部からの衝撃による
損傷を防止できる制御建屋に設置し，風（台風）等により重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

97

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の情報把握
計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，第1章 共通項目の
「9.2　重大事故等対処設備」の「9.2.7　地震を要因とする重大事故等に対
する施設の耐震設計」地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計
に基づく設計とすることで，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

98

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，外部からの衝撃に
よる損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び制御建屋に設置し，風
（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

99

情報把握計装設備の建屋間伝送用無線装置は，風（台風），竜巻，積雪及び
火山の影響に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下
火砕物による積載荷重により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

100
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，溢水量及び化学薬
品の漏えいを考慮し，影響を受けない位置への設置，被水防護及び被液防護
を講ずる設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

101

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収
集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制
御建屋可搬型情報収集装置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保
管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置及び情報把
握計装設備可搬型発電機は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第1保管
庫・貯水所及び第2保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

102

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の前処理建
屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情報
収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベ
ル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，
第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情報収集
装置，制御建屋可搬型情報表示装置及び情報把握計装設備可搬型発電機は，
地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計に基づく設計とするこ
とで，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

103

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収
集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制
御建屋可搬型情報収集装置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保
管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置及び情報把
握計装設備可搬型発電機は，想定される重大事故等が発生した場合において
も操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定又
は当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可
能な設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

104

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収
集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制
御建屋可搬型情報収集装置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保
管庫・貯水所可搬型情報収集装置と情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建
屋間伝送用無線装置との接続，制御建屋可搬型情報表示装置との接続は，コ
ネクタ方式又はより簡便な接続方式とし，現場での接続が容易に可能な設計
とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(1)操作性の確保

【重大事故等対処設備の操作性の確保】
計測制御設備の操作性の確保について説明する。

― ― ― ― ―

105

計測制御装置の監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備は，通
常時において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，模擬入力
による機能，性能確認（表示）及び外観確認が可能な設計とする。また，当
該機能を健全に維持するため，取替え，保修等が可能な設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
計測制御設備の試験・検査性について説明する。

― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計測制御設備の環境条件等について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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別紙２

展開事項
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備

96
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は，外部からの衝撃による
損傷を防止できる制御建屋に設置し，風（台風）等により重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等）

97

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の情報把握
計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，第1章 共通項目の
「9.2　重大事故等対処設備」の「9.2.7　地震を要因とする重大事故等に対
する施設の耐震設計」地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計
に基づく設計とすることで，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針（環境条件等）

98

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，外部からの衝撃に
よる損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び制御建屋に設置し，風
（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等）

99

情報把握計装設備の建屋間伝送用無線装置は，風（台風），竜巻，積雪及び
火山の影響に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下
火砕物による積載荷重により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等）

100
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，溢水量及び化学薬
品の漏えいを考慮し，影響を受けない位置への設置，被水防護及び被液防護
を講ずる設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等）

101

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収
集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制
御建屋可搬型情報収集装置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保
管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置及び情報把
握計装設備可搬型発電機は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第1保管
庫・貯水所及び第2保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等）

102

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の前処理建
屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情報
収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベ
ル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，
第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬型情報収集
装置，制御建屋可搬型情報表示装置及び情報把握計装設備可搬型発電機は，
地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計に基づく設計とするこ
とで，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針（環境条件等）

103

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収
集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制
御建屋可搬型情報収集装置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保
管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置及び情報把
握計装設備可搬型発電機は，想定される重大事故等が発生した場合において
も操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定又
は当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可
能な設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等）

104

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収
集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制
御建屋可搬型情報収集装置，第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第2保
管庫・貯水所可搬型情報収集装置と情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建
屋間伝送用無線装置との接続，制御建屋可搬型情報表示装置との接続は，コ
ネクタ方式又はより簡便な接続方式とし，現場での接続が容易に可能な設計
とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（操作性の確
保）

105

計測制御装置の監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備は，通
常時において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，模擬入力
による機能，性能確認（表示）及び外観確認が可能な設計とする。また，当
該機能を健全に維持するため，取替え，保修等が可能な設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（試験・検査
性）

説明対象
申請対象設備
（1項変更1）

申請対象設備
（2項変更2）

申請対象設備
（別設工認1

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認2

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第2回

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(1)操作性の確保

【重大事故等対処設備の操作性の確保】
計測制御設備の操作性の確保について説明する。

〇 ―
計測制御設備

制御室
― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
計測制御設備の試験・検査性について説明する。

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計測制御設備の環境条件等について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更1）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第1回

添付書類　構成 添付書類　説明内容展開事項
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備

106

4.3.1.2　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計測制御装置

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計測制御装置は，監視制御盤，安全
系監視制御盤及び情報把握計装設備で構成する。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針 ― ― ― ― ―

107

情報把握計装設備は，常設重大事故等対処設備である情報把握計装設備用屋
内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置，可搬型重大事故等対処設備である使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋可搬型情報表示装置で構成する。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針 ― ― ― ― ―

108
重大事故等が発生した場合において，計測制御装置は，使用済燃料の受入れ
施設及び貯蔵建屋の制御室において，重要監視パラメータ及び重要代替監視
パラメータを監視並びに記録できる設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針 ― ― ― ― ―

109
情報把握計装設備の電源は，情報把握計装設備可搬型発電機，第2章 個別項
目の7.1.1　電気設備」の「7.1.1.9　代替電源設備」の情報把握計装可搬型
発電機，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機で構成する。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

代替電源設備

設計方針 ― ― ― ― ―

110
監視制御盤及び安全系監視制御盤の電源は，第2章 個別項目の7.1.1　電気設
備」の「7.1.1.1　受電開閉設備」から給電する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針 ― ― ― ― ―

111

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋可搬型情報表示装置は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発
電機から第2章 個別項目の「4.1　計測制御設備」の可搬型計測ユニットを介
して給電する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針 ― ― ― ― ―

112

内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御装置の監視制御
盤は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散
物に対して代替設備による機能の確保，関連する工程の停止等により重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ―

113

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線
装置は，共通要因によって計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤
と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう計測制御装置の監視制御盤
と独立した異なる系統により当該機能に必要な系統を構成することで，独立
性を有する設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ―

114

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，第2章 個別項目の7.1.1
電気設備」の「7.1.1.1　受電開閉設備」の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設可搬型発電機から電力を給電することで，電気設備の設計基準対象の施
設からの給電で動作する監視制御盤及び安全系監視制御盤に対して多様性を
有する設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

代替電源設備

設計方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ―

115

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，共通要因によって計測制
御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と同時にその機能が損なわれるお
それがないように，故障時バックアップを含めて必要な数量を計測制御装置
の監視制御盤が設置される建屋から100m以上の離隔距離を確保した複数の外
部保管エリアに分散して保管することで，位置的分散を図る設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ―

116
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は安全機能を有する施設と
して使用する場合と同様の系統構成で重大事故等対処設備として使用するこ
とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（悪影響防止） ― ― ― ― ―

117
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線
装置は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪
影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（悪影響防止） ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
計測制御設備の多様性，位置的分散等について説明
する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.4　悪影響防止

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明す
る。

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機の
衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握
に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する

【情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計】
情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計を説明す
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

展開事項
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備

106

4.3.1.2　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計測制御装置

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室の計測制御装置は，監視制御盤，安全
系監視制御盤及び情報把握計装設備で構成する。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

107

情報把握計装設備は，常設重大事故等対処設備である情報把握計装設備用屋
内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置，可搬型重大事故等対処設備である使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋可搬型情報表示装置で構成する。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

108
重大事故等が発生した場合において，計測制御装置は，使用済燃料の受入れ
施設及び貯蔵建屋の制御室において，重要監視パラメータ及び重要代替監視
パラメータを監視並びに記録できる設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

109
情報把握計装設備の電源は，情報把握計装設備可搬型発電機，第2章 個別項
目の7.1.1　電気設備」の「7.1.1.9　代替電源設備」の情報把握計装可搬型
発電機，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機で構成する。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

代替電源設備

設計方針

110
監視制御盤及び安全系監視制御盤の電源は，第2章 個別項目の7.1.1　電気設
備」の「7.1.1.1　受電開閉設備」から給電する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

111

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋可搬型情報表示装置は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発
電機から第2章 個別項目の「4.1　計測制御設備」の可搬型計測ユニットを介
して給電する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針

112

内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御装置の監視制御
盤は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散
物に対して代替設備による機能の確保，関連する工程の停止等により重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針（多様性，位置
的分散等）

113

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線
装置は，共通要因によって計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤
と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう計測制御装置の監視制御盤
と独立した異なる系統により当該機能に必要な系統を構成することで，独立
性を有する設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

114

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，第2章 個別項目の7.1.1
電気設備」の「7.1.1.1　受電開閉設備」の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設可搬型発電機から電力を給電することで，電気設備の設計基準対象の施
設からの給電で動作する監視制御盤及び安全系監視制御盤に対して多様性を
有する設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

代替電源設備

設計方針（多様性，位置
的分散等）

115

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，共通要因によって計測制
御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と同時にその機能が損なわれるお
それがないように，故障時バックアップを含めて必要な数量を計測制御装置
の監視制御盤が設置される建屋から100m以上の離隔距離を確保した複数の外
部保管エリアに分散して保管することで，位置的分散を図る設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

116
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は安全機能を有する施設と
して使用する場合と同様の系統構成で重大事故等対処設備として使用するこ
とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（悪影響防止）

117
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線
装置は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪
影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（悪影響防止）

説明対象
申請対象設備
（1項変更1）

申請対象設備
（2項変更2）

申請対象設備
（別設工認1

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認2

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第2回

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機の
衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握
に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機の
衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握
に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機の
衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握
に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機の
衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握
に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機の
衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握
に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機の
衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握
に関する説明書
1.概要
2.基本方針
4.情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.3　多様性，位置的分散等

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.4　悪影響防止

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.4　悪影響防止

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
計測制御設備の多様性，位置的分散等について説明
する。

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明す
る。

【概要】
概要について説明する。

【基本方針】
基本方針について説明する

【情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計】
情報把握計装設備の機能に関わる詳細設計を説明す
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更1）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第1回

添付書類　構成 添付書類　説明内容展開事項
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備

118
計測制御装置の監視制御盤は，重大事故等時におけるパラメータを記録する
ために必要な保存容量を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ―

119

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線
装置は，収集したパラメータを伝送可能な容量を有する設計とするととも
に，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた数量として使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋に対して1系統の必要数1系統に加え，予備を1系統，合計2系統
以上を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ―

120
情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，収
集したパラメータを伝送可能な容量を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ―

121

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，収
集した重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを電磁的に記録及び
保存し，電源喪失により保存した記録が失われないようにするとともに帳票
として出力できる設計とする。また，記録に必要な容量は，記録が必要な期
間に亘って保存できる容量を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ―

122

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，必要なデータ量の伝送及
び記録容量を有する設計とし，保有数は，必要数として重大事故等の対処に
必要な個数をそれぞれ1台有する設計とするとともに，故障時バックアップを
1台の合計2台確保する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明
書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明
書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

展開事項
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備

118
計測制御装置の監視制御盤は，重大事故等時におけるパラメータを記録する
ために必要な保存容量を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

119

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線
装置は，収集したパラメータを伝送可能な容量を有する設計とするととも
に，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた数量として使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋に対して1系統の必要数1系統に加え，予備を1系統，合計2系統
以上を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

120
情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，収
集したパラメータを伝送可能な容量を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

121

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，収
集した重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを電磁的に記録及び
保存し，電源喪失により保存した記録が失われないようにするとともに帳票
として出力できる設計とする。また，記録に必要な容量は，記録が必要な期
間に亘って保存できる容量を有する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

122

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，必要なデータ量の伝送及
び記録容量を有する設計とし，保有数は，必要数として重大事故等の対処に
必要な個数をそれぞれ1台有する設計とするとともに，故障時バックアップを
1台の合計2台確保する設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

説明対象
申請対象設備
（1項変更1）

申請対象設備
（2項変更2）

申請対象設備
（別設工認1

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認2

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第2回

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明
書
6.系統施設毎の設計上の考慮

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明
書
6.系統施設毎の設計上の考慮

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明
書
6.系統施設毎の設計上の考慮

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明
書
6.系統施設毎の設計上の考慮

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明
書
6.系統施設毎の設計上の考慮

【重大事故等対処設備の個数・容量】
計測制御設備の個数・容量について説明する。

【重大事故等対処設備の個数】
計測制御設備の個数・容量について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更1）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第1回

添付書類　構成 添付書類　説明内容展開事項
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備

123
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は，外部からの衝撃による
損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等によ
り重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

124

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の情報把握
計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計に基づく設計とすることで，重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

125
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，外部からの衝撃に
よる損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等
により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

126

情報把握計装設備の建屋間伝送用無線装置は，風（台風），竜巻，積雪及び
火山の影響に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下
火砕物による積載荷重により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

127
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，溢水量及び化学薬
品の漏えいを考慮し，影響を受けない位置への設置，被水防護及び被液防護
を講ずる設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

128

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，外部からの衝撃による損
傷を防止できる第1保管庫・貯水所及び第2保管庫・貯水所に保管し，風（台
風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

129

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可
搬型情報表示装置は，第1章 共通項目の「9.2　重大事故等対処設備」の
「9.2.7　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とすることで，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

130

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，想定される重大事故等が
発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれ
の少ない場所の選定又は当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設
備の設置場所で操作可能な設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

131
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，可搬型監視ユニット内
に搭載することで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境条件を考慮しても
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― ― ―

132

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び建
屋間伝送用無線装置との接続，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示
装置との接続は，コネクタ方式又はより簡便な接続方式とし，現場での接続
が容易に可能な設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（操作性の確
保）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(1)操作性の確保

【重大事故等対処設備の操作性の確保】
計測制御設備の操作性の確保について説明する。

― ― ― ― ―

133

計測制御装置の監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備は，通
常時において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，模擬入力
による機能，性能確認（表示）及び外観確認が可能な設計とする。また，当
該機能を健全に維持するため，取替え，保修等が可能な設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（試験・検査
性）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(2)試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
計測制御設備の試験・検査性について説明する。

― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計測制御設備の環境条件等について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

展開事項
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備

123
計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は，外部からの衝撃による
損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等によ
り重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等）

124

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の情報把握
計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計に基づく設計とすることで，重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針（環境条件等）

125
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，外部からの衝撃に
よる損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等
により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等）

126

情報把握計装設備の建屋間伝送用無線装置は，風（台風），竜巻，積雪及び
火山の影響に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下
火砕物による積載荷重により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等）

127
情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，溢水量及び化学薬
品の漏えいを考慮し，影響を受けない位置への設置，被水防護及び被液防護
を講ずる設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等）

128

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，外部からの衝撃による損
傷を防止できる第1保管庫・貯水所及び第2保管庫・貯水所に保管し，風（台
風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等）

129

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可
搬型情報表示装置は，第1章 共通項目の「9.2　重大事故等対処設備」の
「9.2.7　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とすることで，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

冒頭宣言

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針（環境条件等）

130

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，想定される重大事故等が
発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれ
の少ない場所の選定又は当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設
備の設置場所で操作可能な設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等）

131
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，可搬型監視ユニット内
に搭載することで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境条件を考慮しても
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件等）

132

情報把握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び建
屋間伝送用無線装置との接続，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示
装置との接続は，コネクタ方式又はより簡便な接続方式とし，現場での接続
が容易に可能な設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（操作性の確
保）

133

計測制御装置の監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備は，通
常時において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，模擬入力
による機能，性能確認（表示）及び外観確認が可能な設計とする。また，当
該機能を健全に維持するため，取替え，保修等が可能な設計とする。

機能要求①

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（試験・検査
性）

説明対象
申請対象設備
（1項変更1）

申請対象設備
（2項変更2）

申請対象設備
（別設工認1

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認2

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第2回

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故対処設備
2.5　環境条件等

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(1)操作性の確保

【重大事故等対処設備の操作性の確保】
計測制御設備の操作性の確保について説明する。

〇
計測制御設備

制御室
― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書
2.　重大事故等対処設備
2.6　操作性及び試験・検査
(1)操作性の確保

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
計測制御設備の試験・検査性について説明する。

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

【重大事故等対処設備の環境条件等】
計測制御設備の環境条件等について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第2章　個別項目
4. 計測制御系統施設
4.2 重大事故等対処設備
4.2.5 制御室
　重大事故等が発生した場合（有毒ガスが発生した場合を含む。）におい
て，制御室にとどまり必要な操作，監視及び措置を行う実施組織要員がと
どまるために必要な居住性を確保するための重大事故等対処施設を設置す
る設計とする。

設置要求

制御室（制御室）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針

― ― ― ― ―

2

　制御室にとどまるために必要な居住性を確保するための設備は，制御室
換気設備，制御室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室環境測定設備及び制
御室放射線計測設備で構成する。 冒頭宣言

基本方針 基本方針

― ― ― ― ―

3

　なお，制御室に必要な重大事故等対処設備は，計測制御装置，制御室換
気設備，制御室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室環境測定設備及び制御
室放射線計測設備で構成する。 冒頭宣言

基本方針 基本方針

― ― ― ― ―

4

　計測制御装置，制御室換気設備，制御室照明設備，制御室遮蔽設備，制
御室環境測定設備及び制御室放射線計測設備は，設計基準事故及び重大事
故等を考慮した設計とする。 冒頭宣言

基本方針 基本方針

― ― ― ― ―

5

　重大事故等が発生した場合において，実施組織要員のマスクの着用及び
交代要員体制を考慮しなくとも，制御室にとどまる実施組織要員及びMOX
燃料加工施設から中央制御室に移動する要員の実効線量が7日間で100mSv
を超えず，当該重大事故等に対処するために適切な措置が講じられるよ
う，実施組織要員が制御室にとどまるために必要な居住性を確保するため
の重大事故等対処施設を設ける設計とする。

設置要求

制御室（制御室換気設備、制御室遮蔽設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針 【制御室の居住性を確保するための防護措置】
制御室の居住性を確保するための防護措置の方針
について記載する。

― ― ― ― ―

6

　中央制御室は，各重大事故の有効性評価の対象としている事象のうち，
最も厳しい結果を与える全交流動力電源の喪失を要因とする「冷却機能の
喪失による蒸発乾固」と「放射線分解により発生する水素による爆発」の
重畳において，実施組織要員のマスクの着用及び交代要員体制を考慮せ
ず，制御室換気設備の代替制御建屋中央制御室換気設備による外気取入れ
にて換気を実施している状況下において評価し，中央制御室にとどまり必
要な操作及び措置を行う実施組織要員及びMOX燃料加工施設から中央制御
室に移動する要員の実効線量が，7日間で100mSvを超えない設計とする。

評価要求
－

(中央制御室にとどまる実施組織要員の線量評価)

評価（居住性評価）

― ― ― ― ―

7

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，各重大事故の有効性
評価の対象としている事象のうち，最も厳しい結果を与える臨界事故時に
おいて，実施組織要員のマスクの着用及び交代要員体制を考慮せず，制御
室換気設備の代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備による外気
取入れにて換気を実施している状況下において評価し，使用済燃料の受入
れ施設及び貯蔵施設の制御室にとどまり必要な操作及び措置を行う実施組
織要員の実効線量が，7日間で100mSvを超えない設計とする。

評価要求
－

（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
にとどまる実施組織要員の線量評価）

評価（居住性評価）

― ― ― ― ―

8

　制御室は， 重大事故等への対処が開始されている状態で，漏えい又は
異臭等の異常を確認した者（立会人，公的機関から情報を入手した者等）
が，中央制御室の実施組織要員（実施責任者）に連絡することにより，中
央制御室の実施組織要員が有毒ガスの発生を認知できるよう，通信連絡設
備及び代替通信連絡設備を設ける設計とする。また，換気設備の隔離，防
護具の着用等の対策により，有毒ガスから制御室の実施組織要員を防護で
きる設計とする。なお，連絡を受けた中央制御室の実施組織要員（実施責
任者）は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の実施組織要員
及び緊急時対策所の重大事故等の対処に必要な指示を行う要員（非常時対
策組織本部の本部長）に対して有毒ガスの発生を連絡することを保安規定
に定めて，管理する。

設置要求
運用要求

通信連絡設備
（許可文中、第9.17.2-1表(1),(2),第9.17.2-2
表）

施設共通　基本設計方針

基本方針

― ― ― ― ―

9
　これらの対策により，有毒ガスによる影響を考慮した場合でも，制御室
に実施組織要員がとどまることができる設計とする。 運用要求

施設共通　基本設計方針 基本方針
― ― ― ― ―

10

　重大事故等が発生し，中央制御室の外側が放射性物質により汚染したよ
うな状況下において，実施組織要員が中央制御室の外側から中央制御室に
放射性物質による汚染を持ち込むことを防止するため，出入管理建屋から
中央制御室に連絡する通路上又は制御建屋の外から中央制御室に連絡する
通路上に作業服の着替え，防護具の着装及び脱装，身体汚染検査並びに除
染作業ができる区画(以下「出入管理区画」という。)を設けることを保安
規定に定めて，管理する。

運用要求

施設共通　基本設計方針 基本方針

― ― ― ― ―

11

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の外側が放射性物質によ
り汚染したような状況下において，実施組織要員が使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設の制御室の外側から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
の制御室に放射性物質による汚染を持ち込むことを防止するため，使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋の外から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制
御室に連絡する通路上に出入管理区画を設けることを保安規定に定めて，
管理する。

運用要求

施設共通　基本設計方針 基本方針

― ― ― ― ―

12

　出入管理区画用資機材は，出入管理区画を設置する場所の近傍に予備品
を含め必要数以上を設けることを保安規定に定めて，管理する。

運用要求

施設共通　基本設計方針 基本方針

― ― ― ― ―

13

　計測制御装置については「Ⅰ Ⅰ－1 第2章　4.2.5.1　計装制御装置」
に示す。

冒頭宣言

基本方針 基本方針

－

計測制御装置の詳細については，第四十七条（計
装設備）にて整理する。

― ― ― ― ―

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書

Ⅵ-1-3-2-1　制御室の居住性に関する説明書

Ⅵ-1-7-2　管理区域の出入管理設備及び試料分析
関係設備に関する説明書

【出入管理区画に関する基本方針】
制御室へ放射性物質による汚染の持ち込みを防止
するため，制御室への連絡通路上に設ける出入管
理区画の概要を説明する。

【資機材等について】
居住性確保のために使用する資機材や出入管理区
画の概要について記載する。

【出入管理区画に関する詳細設計方針】
制御室へ放射性物質による汚染の持ち込みを防止
するため，制御室への連絡通路上に設ける出入管
理区画の詳細設計方針を説明する。

Ⅵ-1-3-2-1　制御室の居住性に関する説明書

【制御室の居住性評価】
制御室にとどまる実施組織要員の居住性評価とし
て，線量評価結果について記載する。

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書

Ⅵ-1-3-2-1　制御室の居住性に関する説明書

【有毒ガスへの対処に関する基本方針】
有毒ガス発生を検知した際の連絡、対処に係る概
要を説明する

【資機材等について】
有毒ガスへの対処に使用する資機材の概要につい
て記載する。

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書 【制御室の機能に関する基本方針】
制御室に必要な設備の構成等の概要について説明
する。

添付書類　構成 添付書類　説明内容
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

1

第2章　個別項目
4. 計測制御系統施設
4.2 重大事故等対処設備
4.2.5 制御室
　重大事故等が発生した場合（有毒ガスが発生した場合を含む。）におい
て，制御室にとどまり必要な操作，監視及び措置を行う実施組織要員がと
どまるために必要な居住性を確保するための重大事故等対処施設を設置す
る設計とする。

設置要求

2

　制御室にとどまるために必要な居住性を確保するための設備は，制御室
換気設備，制御室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室環境測定設備及び制
御室放射線計測設備で構成する。 冒頭宣言

3

　なお，制御室に必要な重大事故等対処設備は，計測制御装置，制御室換
気設備，制御室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室環境測定設備及び制御
室放射線計測設備で構成する。 冒頭宣言

4

　計測制御装置，制御室換気設備，制御室照明設備，制御室遮蔽設備，制
御室環境測定設備及び制御室放射線計測設備は，設計基準事故及び重大事
故等を考慮した設計とする。 冒頭宣言

5

　重大事故等が発生した場合において，実施組織要員のマスクの着用及び
交代要員体制を考慮しなくとも，制御室にとどまる実施組織要員及びMOX
燃料加工施設から中央制御室に移動する要員の実効線量が7日間で100mSv
を超えず，当該重大事故等に対処するために適切な措置が講じられるよ
う，実施組織要員が制御室にとどまるために必要な居住性を確保するため
の重大事故等対処施設を設ける設計とする。

設置要求

6

　中央制御室は，各重大事故の有効性評価の対象としている事象のうち，
最も厳しい結果を与える全交流動力電源の喪失を要因とする「冷却機能の
喪失による蒸発乾固」と「放射線分解により発生する水素による爆発」の
重畳において，実施組織要員のマスクの着用及び交代要員体制を考慮せ
ず，制御室換気設備の代替制御建屋中央制御室換気設備による外気取入れ
にて換気を実施している状況下において評価し，中央制御室にとどまり必
要な操作及び措置を行う実施組織要員及びMOX燃料加工施設から中央制御
室に移動する要員の実効線量が，7日間で100mSvを超えない設計とする。

評価要求

7

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，各重大事故の有効性
評価の対象としている事象のうち，最も厳しい結果を与える臨界事故時に
おいて，実施組織要員のマスクの着用及び交代要員体制を考慮せず，制御
室換気設備の代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備による外気
取入れにて換気を実施している状況下において評価し，使用済燃料の受入
れ施設及び貯蔵施設の制御室にとどまり必要な操作及び措置を行う実施組
織要員の実効線量が，7日間で100mSvを超えない設計とする。

評価要求

8

　制御室は， 重大事故等への対処が開始されている状態で，漏えい又は
異臭等の異常を確認した者（立会人，公的機関から情報を入手した者等）
が，中央制御室の実施組織要員（実施責任者）に連絡することにより，中
央制御室の実施組織要員が有毒ガスの発生を認知できるよう，通信連絡設
備及び代替通信連絡設備を設ける設計とする。また，換気設備の隔離，防
護具の着用等の対策により，有毒ガスから制御室の実施組織要員を防護で
きる設計とする。なお，連絡を受けた中央制御室の実施組織要員（実施責
任者）は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の実施組織要員
及び緊急時対策所の重大事故等の対処に必要な指示を行う要員（非常時対
策組織本部の本部長）に対して有毒ガスの発生を連絡することを保安規定
に定めて，管理する。

設置要求
運用要求

9
　これらの対策により，有毒ガスによる影響を考慮した場合でも，制御室
に実施組織要員がとどまることができる設計とする。 運用要求

10

　重大事故等が発生し，中央制御室の外側が放射性物質により汚染したよ
うな状況下において，実施組織要員が中央制御室の外側から中央制御室に
放射性物質による汚染を持ち込むことを防止するため，出入管理建屋から
中央制御室に連絡する通路上又は制御建屋の外から中央制御室に連絡する
通路上に作業服の着替え，防護具の着装及び脱装，身体汚染検査並びに除
染作業ができる区画(以下「出入管理区画」という。)を設けることを保安
規定に定めて，管理する。

運用要求

11

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の外側が放射性物質によ
り汚染したような状況下において，実施組織要員が使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設の制御室の外側から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
の制御室に放射性物質による汚染を持ち込むことを防止するため，使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋の外から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制
御室に連絡する通路上に出入管理区画を設けることを保安規定に定めて，
管理する。

運用要求

12

　出入管理区画用資機材は，出入管理区画を設置する場所の近傍に予備品
を含め必要数以上を設けることを保安規定に定めて，管理する。

運用要求

13

　計測制御装置については「Ⅰ Ⅰ－1 第2章　4.2.5.1　計装制御装置」
に示す。

冒頭宣言

項目
番号

基本設計方針 要求種別
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
制御室

制御建屋
中央制御室

― ― ―

○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

○
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備
制御室遮蔽

制御建屋中央制御室換気設備
中央制御室遮蔽

― ― ―

【制御室の居住性を確保するための防護措置】
制御室の居住性を確保するための防護措置の方針
について記載する。

○ ― 基本方針 ― ― ―

○ 基本方針 ― ― ― ―

○ 基本方針 ― ― ― ―

○ 基本方針 ― ― ― ―

○ ― 施設共通　基本設計方針 ― ― ―

○ 施設共通　基本設計方針 ― ― ― ―

○ 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 ― ― ―

○ 基本方針 基本方針 ― ― ― －

計測制御装置の詳細については，第四十七条（計
装設備）にて整理する。

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書

Ⅵ-1-3-2-1　制御室の居住性に関する説明書

Ⅵ-1-7-2　管理区域の出入管理設備及び試料分析
関係設備に関する説明書

【出入管理区画に関する基本方針】
制御室へ放射性物質による汚染の持ち込みを防止
するため，制御室への連絡通路上に設ける出入管
理区画の概要を説明する。

【資機材等について】
居住性確保のために使用する資機材や出入管理区
画の概要について記載する。

【出入管理区画に関する詳細設計方針】
制御室へ放射性物質による汚染の持ち込みを防止
するため，制御室への連絡通路上に設ける出入管
理区画の詳細設計方針を説明する。

Ⅵ-1-3-2-1　制御室の居住性に関する説明書

【制御室の居住性評価】
制御室にとどまる実施組織要員の居住性評価とし
て，線量評価結果について記載する。

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書

Ⅵ-1-3-2-1　制御室の居住性に関する説明書

【有毒ガスへの対処に関する基本方針】
有毒ガス発生を検知した際の連絡、対処に係る概
要を説明する

【資機材等について】
有毒ガスへの対処に使用する資機材の概要につい
て記載する。

第２回

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書 【制御室の機能に関する基本方針】
制御室に必要な設備の構成等の概要について説明
する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

14

4.2.5.2 制御室換気設備
　重大事故等が発生した場合において，制御室換気設備は，制御室にとど
まるために十分な換気風量を確保できる設計とする。 冒頭宣言

基本方針 基本方針

― ― ― ― ―

15

　制御室換気設備は，代替制御建屋中央制御室換気設備，制御建屋中央制
御室換気設備，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備及び使用
済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備で構成する。 冒頭宣言

基本方針 基本方針

― ― ― ― ―

16
　代替制御建屋中央制御室換気設備は，代替中央制御室送風機及び制御建
屋の可搬型ダクトで構成する。 冒頭宣言

基本方針 基本方針
― ― ― ― ―

17
　制御建屋中央制御室換気設備は，中央制御室送風機，中央制御室フィル
タユニット及び制御建屋の換気ダクトで構成する。 冒頭宣言

基本方針 基本方針
― ― ― ― ―

18

　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，代替制御室送風機
並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダクトで構成する。

冒頭宣言

基本方針 基本方針

― ― ― ― ―

19

　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，制御室送風機，制御室
フィルタユニット並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の換気ダク
トで構成する。

冒頭宣言

基本方針 基本方針

― ― ― ― ―

20

　制御室換気設備は，制御建屋中央制御室換気設備及び使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋制御室換気設備を常設重大事故等対処設備として位置付ける
とともに，代替制御建屋中央制御室換気設備及び代替使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋制御室換気設備を可搬型重大事故等対処設備として設ける設計と
する。

設置要求

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針

― ― ― ― ―

21

　代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制御室送風機は，重大事故
等発生時において，制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風機の機
能喪失後，外気の遮断が長期にわたり，室内環境が悪化して二酸化炭素濃
度等の許容限界に達する前に制御建屋内に設置し，中央制御室内の換気が
可能な設計とする。

機能要求①
運用要求

施設共通　基本設計方針 基本方針

― ― ― ― ―

22

　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の代替制御室送風機
は，重大事故等発生時において，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気
設備の制御室送風機の機能喪失後，外気の遮断が長期にわたり，室内環境
が悪化して二酸化炭素濃度等の許容限界に達する前に使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋内に設置し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の
換気が可能な設計とする。

機能要求①
運用要求

施設共通　基本設計方針 基本方針

― ― ― ― ―

23

　制御建屋中央制御室換気設備は，重大事故等の発生の起因となる安全機
能の喪失の要因に応じて対処に有効な設備を使用することとし，内的事象
による安全機能の喪失を要因とした全交流動力電源の喪失を伴わない重大
事故等の発生時には，設計基準対象の施設の一部を兼用し，同じ系統構成
で重大事故等対処設備として使用する設計とする。

冒頭宣言

基本方針 基本方針

― ― ― ― ―

24

　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，重大事故等の発生の起
因となる安全機能の喪失の要因に応じて対処に有効な設備を使用すること
とし，内的事象による安全機能の喪失を要因とした全交流動力電源の喪失
を伴わない重大事故等の発生時には，設計基準対象の施設の一部を兼用
し，同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設計とする。

冒頭宣言

基本方針 基本方針

― ― ― ― ―

25

　制御室換気設備は，電気設備の一部である非常用電源建屋の6.9kV非常
用主母線，制御建屋の6.9kV非常用母線，制御建屋の460V非常用母線，使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋の6.9kV非常用母線，使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋の460V非常用母線及び代替電源設備の制御建屋可搬型発電機又は使用
済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機により電力を供給する設計
とする。

機能要求①

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針 Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書 【制御室換気設備の機能に関する基本方針】
制御室に設ける制御室換気設備の設備構成等の概
要を説明する。

― ― ― ― ―

26

　内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる制御建屋中央制御室
換気設備は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部
発生飛散物に対して，代替制御建屋中央制御室換気設備による機能の確保
により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

基本方針 基本方針

― ― ― ― ―

27
　また，必要に応じて関連する工程を停止する等の手順を保安規定に定め
て，管理する。 運用要求

施設共通　基本設計方針 基本方針
― ― ― ― ―

28

　内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋制御室換気設備は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏え
い，火災及び内部発生飛散物に対して，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
制御室換気設備による機能の確保により重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

冒頭宣言

基本方針 基本方針

― ― ― ― ―

29
　また，必要に応じて関連する工程を停止する等の手順を保安規定に定め
て，管理する。 運用要求

施設共通　基本設計方針 基本方針
― ― ― ― ―

30

　制御建屋中央制御室換気設備は，安全機能を有する施設として使用する
場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより，他
の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 冒頭宣言

基本方針 基本方針

― ― ― ― ―

31

　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，安全機能を有する施設
として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する
ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 冒頭宣言

基本方針 基本方針

― ― ― ― ―

32

　制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風機は，想定される重大事
故等時に実施組織要員が中央制御室にとどまるために十分な換気風量を有
する設計とするとともに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた数
量を有する設計とする。

評価要求
機能要求②

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

【機能要求②】
中央制御室送風機
中央制御室フィルタユニット
主配管 基本方針

評価（居住性評価）
設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-4-5　制御室

中央制御室送風機は既設工認の設計から変更なし

Ⅵ-1-3-2-1　制御室の居住性に関する説明書

【制御室換気設備の個数及び容量】
中央制御室送風機の換気風量及び個数の設定根拠
について説明する。

【中央制御室フィルタユニットの効率】
内的SAにおける中央制御室フィルタユニットの粒
子除去効率について説明する。

【制御室の居住性評価】
制御室にとどまる実施組織要員の居住性評価とし
て，被ばく評価結果及び環境評価結果について記
載する。

― ― ― ― ―

33

　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機は，想定さ
れる重大事故等時に実施組織要員が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
の制御室にとどまるために十分な換気風量を有する設計とするとともに，
動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた数量を有する設計とする。

評価要求
機能要求②

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

【機能要求②】
制御室送風機
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室フィルタユ
ニット
主配管 基本方針

評価（居住性評価）
設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-4-5　制御室

制御室送風機は既設工認の設計から変更なし

Ⅵ-1-3-2-1　制御室の居住性に関する説明書

【制御室換気設備の個数及び容量】
制御室送風機の換気風量及び個数の設定根拠につ
いて説明する。

【使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室フィルタユ
ニットの効率】
内的SAにおける中央制御室フィルタユニットの粒
子除去効率について説明する。

【制御室の居住性評価】
制御室にとどまる実施組織要員の居住性評価とし
て，被ばく評価結果及び環境評価結果について記
載する。

― ― ― ― ―

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書 【制御室換気設備の機能に関する基本方針】
制御室に設ける制御室換気設備の設備構成等の概
要を説明する。

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書 【制御室換気設備の機能に関する基本方針】
制御室に設ける制御室換気設備の設備構成等の概
要を説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

14

4.2.5.2 制御室換気設備
　重大事故等が発生した場合において，制御室換気設備は，制御室にとど
まるために十分な換気風量を確保できる設計とする。 冒頭宣言

15

　制御室換気設備は，代替制御建屋中央制御室換気設備，制御建屋中央制
御室換気設備，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備及び使用
済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備で構成する。 冒頭宣言

16
　代替制御建屋中央制御室換気設備は，代替中央制御室送風機及び制御建
屋の可搬型ダクトで構成する。 冒頭宣言

17
　制御建屋中央制御室換気設備は，中央制御室送風機，中央制御室フィル
タユニット及び制御建屋の換気ダクトで構成する。 冒頭宣言

18

　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，代替制御室送風機
並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダクトで構成する。

冒頭宣言

19

　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，制御室送風機，制御室
フィルタユニット並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の換気ダク
トで構成する。

冒頭宣言

20

　制御室換気設備は，制御建屋中央制御室換気設備及び使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋制御室換気設備を常設重大事故等対処設備として位置付ける
とともに，代替制御建屋中央制御室換気設備及び代替使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋制御室換気設備を可搬型重大事故等対処設備として設ける設計と
する。

設置要求

21

　代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制御室送風機は，重大事故
等発生時において，制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風機の機
能喪失後，外気の遮断が長期にわたり，室内環境が悪化して二酸化炭素濃
度等の許容限界に達する前に制御建屋内に設置し，中央制御室内の換気が
可能な設計とする。

機能要求①
運用要求

22

　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の代替制御室送風機
は，重大事故等発生時において，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気
設備の制御室送風機の機能喪失後，外気の遮断が長期にわたり，室内環境
が悪化して二酸化炭素濃度等の許容限界に達する前に使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋内に設置し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の
換気が可能な設計とする。

機能要求①
運用要求

23

　制御建屋中央制御室換気設備は，重大事故等の発生の起因となる安全機
能の喪失の要因に応じて対処に有効な設備を使用することとし，内的事象
による安全機能の喪失を要因とした全交流動力電源の喪失を伴わない重大
事故等の発生時には，設計基準対象の施設の一部を兼用し，同じ系統構成
で重大事故等対処設備として使用する設計とする。

冒頭宣言

24

　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，重大事故等の発生の起
因となる安全機能の喪失の要因に応じて対処に有効な設備を使用すること
とし，内的事象による安全機能の喪失を要因とした全交流動力電源の喪失
を伴わない重大事故等の発生時には，設計基準対象の施設の一部を兼用
し，同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設計とする。

冒頭宣言

25

　制御室換気設備は，電気設備の一部である非常用電源建屋の6.9kV非常
用主母線，制御建屋の6.9kV非常用母線，制御建屋の460V非常用母線，使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋の6.9kV非常用母線，使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋の460V非常用母線及び代替電源設備の制御建屋可搬型発電機又は使用
済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機により電力を供給する設計
とする。

機能要求①

26

　内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる制御建屋中央制御室
換気設備は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部
発生飛散物に対して，代替制御建屋中央制御室換気設備による機能の確保
により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

27
　また，必要に応じて関連する工程を停止する等の手順を保安規定に定め
て，管理する。 運用要求

28

　内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋制御室換気設備は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏え
い，火災及び内部発生飛散物に対して，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
制御室換気設備による機能の確保により重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

冒頭宣言

29
　また，必要に応じて関連する工程を停止する等の手順を保安規定に定め
て，管理する。 運用要求

30

　制御建屋中央制御室換気設備は，安全機能を有する施設として使用する
場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより，他
の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 冒頭宣言

31

　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，安全機能を有する施設
として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する
ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 冒頭宣言

32

　制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風機は，想定される重大事
故等時に実施組織要員が中央制御室にとどまるために十分な換気風量を有
する設計とするとともに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた数
量を有する設計とする。

評価要求
機能要求②

33

　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機は，想定さ
れる重大事故等時に実施組織要員が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
の制御室にとどまるために十分な換気風量を有する設計とするとともに，
動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた数量を有する設計とする。

評価要求
機能要求②

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

○
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備
代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

制御建屋中央制御室換気設備
代替制御建屋中央制御室換気設備

― ― ―

○ 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 ― ― ―

○ 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 ― ― ―

○ ― 基本方針 ― ― ―

○ 基本方針 ― ― ― ―

○
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備
代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

制御建屋中央制御室換気設備
代替制御建屋中央制御室換気設備

― ― ―

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書 【制御室換気設備の機能に関する基本方針】
制御室に設ける制御室換気設備の設備構成等の概
要を説明する。

○ ― 制御建屋中央制御室換気設備 ― ― ―

○ ― 施設共通　基本設計方針 ― ― ―

○ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 ― ― ― ―

○ 施設共通　基本設計方針 ― ― ― ―

○ ― 制御建屋中央制御室換気設備 ― ― ―

○ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 ― ― ― ―

○ ―
中央制御室送風機
中央制御室フィルタユニット
主配管

― ―

＜ファン＞
容量

＜フィルタ＞
容量
効率

主要寸法
主要材料
＜配管＞
主要寸法
主要材料

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-3-3　制御室換気設備

中央制御室送風機は既設工認の設計から変更なし

Ⅵ-1-3-2-1　制御室の居住性に関する説明書

【制御室換気設備の個数及び容量】
中央制御室送風機の換気風量及び個数の設定根拠
について説明する。

【中央制御室フィルタユニットの効率】
内的SAにおける中央制御室フィルタユニットの粒
子除去効率について説明する。

【制御室の居住性評価】
制御室にとどまる実施組織要員の居住性評価とし
て，被ばく評価結果及び環境評価結果について記
載する。

○

制御室送風機
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室フィルタユ
ニット
主配管

― ― ―

＜ファン＞
容量

＜フィルタ＞
容量
効率

主要寸法
主要材料
＜配管＞
主要寸法
主要材料

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-3-3　制御室換気設備

制御室送風機は既設工認の設計から変更なし

Ⅵ-1-3-2-1　制御室の居住性に関する説明書

【制御室換気設備の個数及び容量】
制御室送風機の換気風量及び個数の設定根拠につ
いて説明する。

【使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室フィルタユ
ニットの効率】
内的SAにおける中央制御室フィルタユニットの粒
子除去効率について説明する。

【制御室の居住性評価】
制御室にとどまる実施組織要員の居住性評価とし
て，被ばく評価結果及び環境評価結果について記
載する。

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書 【制御室換気設備の機能に関する基本方針】
制御室に設ける制御室換気設備の設備構成等の概
要を説明する。

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書 【制御室換気設備の機能に関する基本方針】
制御室に設ける制御室換気設備の設備構成等の概
要を説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

34

　制御建屋中央制御室換気設備は，外部からの衝撃による損傷を防止でき
る制御建屋に設置し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

設置要求

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件
等） ― ― ― ― ―

35

　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，外部からの衝撃による
損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等に
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 設置要求

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件
等）

― ― ― ― ―

36

　制御建屋中央制御室換気設備は，配管の全周破断に対して，放射性物質
を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）を内包する配管が近傍にない制
御建屋の室に敷設することにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の
液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

設置要求

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件
等）

― ― ― ― ―

37

　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，配管の全周破断に対し
て，放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）を内包する配管
が近傍にない使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の室に敷設することにより，漏
えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件
等）

― ― ― ― ―

38

　代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制御室送風機は，共通要因
によって制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風機と同時にその機
能が損なわれるおそれがないよう，制御建屋中央制御室換気設備の中央制
御室送風機に給電するための設計基準対象の施設と兼用する電気設備の一
部である受電開閉設備等に対して，代替電源設備の制御建屋可搬型発電機
から電力を供給することで，制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送
風機に対して多様性を有する設計とする。

機能要求①

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（多様性、位
置的分散等）

― ― ― ― ―

39

　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の代替制御室送風機
は，共通要因によって使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御
室送風機と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機に給電するための設計基準
対象の施設と兼用する電気設備の一部である受電開閉設備等に対して，代
替電源設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から電力
を供給することで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御室
送風機に対して多様性を有する設計とする。

機能要求①

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（多様性、位
置的分散等）

― ― ― ― ―

40

　代替制御建屋中央制御室換気設備は，共通要因によって制御建屋中央制
御室換気設備と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがな
いよう，制御建屋中央制御室換気設備とは異なる換気経路とすることで，
制御建屋中央制御室換気設備に対して独立性を有する設計とする。 機能要求①

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（多様性、位

置的分散等）
― ― ― ― ―

41

　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，共通要因によって
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備と共通要因によって同時にそ
の機能が損なわれるおそれがないよう，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御
室換気設備とは異なる換気経路とすることで，使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋制御室換気設備に対して独立性を有する設計とする。

機能要求①

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（多様性、位

置的分散等）
― ― ― ― ―

42

　代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制御室送風機は，共通要因
によって制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風機と同時にその機
能が損なわれるおそれがないように，故障時バックアップを含めて必要な
数量を制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風機を設置する建屋か
ら100m以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，制
御建屋にも保管することで，必要数及び故障時のバックアップを複数箇所
に分散して保管し，位置的分散を図る設計とする。制御建屋内に保管する
場合は中央制御室送風機が設置される場所と異なる場所に保管することで
位置的分散を図る設計とする。

機能要求①

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（多様性、位
置的分散等）

― ― ― ― ―

43

　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の代替制御室送風機
は，共通要因によって使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御
室送風機と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時バッ
クアップを含めて必要な数量を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設
備の制御室送風機を設置する建屋から100m以上の離隔距離を確保した外部
保管エリアに保管するとともに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保管す
ることで，必要数及び故障時のバックアップを複数箇所に分散して保管
し，位置的分散を図る設計とする。使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管
する場合は制御室送風機が設置される場所と異なる場所に保管することで
位置的分散を図る設計とする。

機能要求①

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（多様性、位
置的分散等）

― ― ― ― ―

44

　制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風機は，回転体が飛散する
ことを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 機能要求①

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（悪影響防
止）

― ― ― ― ―

45

　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機は，回転体
が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（悪影響防
止）

― ― ― ― ―

46

　代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制御室送風機は，回転体が
飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（悪影響防
止）

― ― ― ― ―

47

　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の代替制御室送風機
は，回転体が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設
計とする。 機能要求①

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（悪影響防
止）

― ― ― ― ―

48

　代替制御建屋中央制御室換気設備は，他の設備から独立して単独で使用
可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 機能要求①

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（悪影響防
止）

― ― ― ― ―

49

　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，他の設備から独立
して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と
する。 機能要求①

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（悪影響防
止）

― ― ― ― ―

50

　代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制御室送風機は，想定され
る重大事故等時に実施組織要員が中央制御室にとどまるために十分な換気
風量を確保するために必要な台数を有する設計とする。

評価要求
機能要求②

制御室（制御室換気設備）（許可文中、第6.2.5-
1表（1）、第6.2.5-10～11図）

【機能要求②】
代替中央制御室送風機
可搬型ダクト

基本方針
評価（居住性評価）
設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-4-5　制御室

Ⅵ-1-3-2-1　制御室の居住性に関する説明書

【代替制御建屋中央制御室送風機の個数及び容
量】
代替制御建屋中央制御室送風機の換気風量及び個
数の設定根拠について説明する。

【制御室の居住性評価】
制御室にとどまる実施組織要員の居住性評価とし
て，被ばく評価及び環境評価結果について記載す
る。

― ― ― ― ―

51

　また，代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制御室送風機は，複
数の敷設ルートで対処できるよう必要数を複数の敷設ルートに確保すると
ともに，制御建屋内に保管する代替制御建屋中央制御室換気設備の制御建
屋の可搬型ダクトについては，必要数を確保する設計とする。

機能要求①

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（多様性、位
置的分散等）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.3　重大事故等対処設備

Ⅵ－2　再処理施設に関する図面
Ⅵ－2－2　系統図
Ⅵ－2－4　機器配置図

【代替制御建屋中央制御室送風機の位置的分散
等】
代替制御建屋中央制御室換気設備を複数の敷設
ルートで対処できるように，必要数を複数の敷設
ルートに確保することについて説明する。

添付図面（系統図、機器配置図）にて代替制御室
換気設備の敷設ルート及び保管場所を示す。

― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.2　悪影響防止
3.2.3　重大事故等対処設備

【制御室換気設備の悪影響防止】
制御室換気設備が他の設備に悪影響を及ぼさない
設計に係る設計方針について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.3　重大事故等対処設備

Ⅵ－2　再処理施設に関する図面
Ⅵ－2－2　系統図

【代替制御室換気設備の多様性等】
代替制御室換気設備の多様性，位置的分散等に係
る設計方針について説明する。

添付図面（系統図）にて、常設の制御室換気設備
に対して、代替制御室換気設備が多様性・独立性
を有する設計であることを示す。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.3　重大事故等対処設備

Ⅵ－2　再処理施設に関する図面
Ⅵ－2－1　構内配置図
Ⅵ－2－3　機器配置図

【代替制御室換気設備の多様性等】
代替制御室換気設備の多様性，位置的分散等に係
る設計方針について説明する。

添付図面（構内配置図、機器配置図）にて代替制
御室換気設備が位置的分散を図った設計であるこ
とを示す。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【制御室換気設備の環境条件等】
制御室換気設備の設計の前提条件となる環境条件
等についての説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

34

　制御建屋中央制御室換気設備は，外部からの衝撃による損傷を防止でき
る制御建屋に設置し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

設置要求

35

　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，外部からの衝撃による
損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等に
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 設置要求

36

　制御建屋中央制御室換気設備は，配管の全周破断に対して，放射性物質
を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）を内包する配管が近傍にない制
御建屋の室に敷設することにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の
液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

設置要求

37

　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，配管の全周破断に対し
て，放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）を内包する配管
が近傍にない使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の室に敷設することにより，漏
えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

38

　代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制御室送風機は，共通要因
によって制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風機と同時にその機
能が損なわれるおそれがないよう，制御建屋中央制御室換気設備の中央制
御室送風機に給電するための設計基準対象の施設と兼用する電気設備の一
部である受電開閉設備等に対して，代替電源設備の制御建屋可搬型発電機
から電力を供給することで，制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送
風機に対して多様性を有する設計とする。

機能要求①

39

　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の代替制御室送風機
は，共通要因によって使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御
室送風機と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機に給電するための設計基準
対象の施設と兼用する電気設備の一部である受電開閉設備等に対して，代
替電源設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から電力
を供給することで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御室
送風機に対して多様性を有する設計とする。

機能要求①

40

　代替制御建屋中央制御室換気設備は，共通要因によって制御建屋中央制
御室換気設備と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがな
いよう，制御建屋中央制御室換気設備とは異なる換気経路とすることで，
制御建屋中央制御室換気設備に対して独立性を有する設計とする。 機能要求①

41

　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，共通要因によって
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備と共通要因によって同時にそ
の機能が損なわれるおそれがないよう，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御
室換気設備とは異なる換気経路とすることで，使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋制御室換気設備に対して独立性を有する設計とする。

機能要求①

42

　代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制御室送風機は，共通要因
によって制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風機と同時にその機
能が損なわれるおそれがないように，故障時バックアップを含めて必要な
数量を制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風機を設置する建屋か
ら100m以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，制
御建屋にも保管することで，必要数及び故障時のバックアップを複数箇所
に分散して保管し，位置的分散を図る設計とする。制御建屋内に保管する
場合は中央制御室送風機が設置される場所と異なる場所に保管することで
位置的分散を図る設計とする。

機能要求①

43

　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の代替制御室送風機
は，共通要因によって使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御
室送風機と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時バッ
クアップを含めて必要な数量を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設
備の制御室送風機を設置する建屋から100m以上の離隔距離を確保した外部
保管エリアに保管するとともに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保管す
ることで，必要数及び故障時のバックアップを複数箇所に分散して保管
し，位置的分散を図る設計とする。使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管
する場合は制御室送風機が設置される場所と異なる場所に保管することで
位置的分散を図る設計とする。

機能要求①

44

　制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風機は，回転体が飛散する
ことを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 機能要求①

45

　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機は，回転体
が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

46

　代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制御室送風機は，回転体が
飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

47

　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の代替制御室送風機
は，回転体が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設
計とする。 機能要求①

48

　代替制御建屋中央制御室換気設備は，他の設備から独立して単独で使用
可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 機能要求①

49

　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，他の設備から独立
して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と
する。 機能要求①

50

　代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制御室送風機は，想定され
る重大事故等時に実施組織要員が中央制御室にとどまるために十分な換気
風量を確保するために必要な台数を有する設計とする。

評価要求
機能要求②

51

　また，代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制御室送風機は，複
数の敷設ルートで対処できるよう必要数を複数の敷設ルートに確保すると
ともに，制御建屋内に保管する代替制御建屋中央制御室換気設備の制御建
屋の可搬型ダクトについては，必要数を確保する設計とする。

機能要求①

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ ― 制御建屋中央制御室換気設備 ― ― ―

○ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 ― ― ― ―

○ ― 制御建屋中央制御室換気設備 ― ― ―

○ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 ― ― ― ―

○ ― 代替制御建屋中央制御室換気設備 ― ― ―

○ 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 ― ― ― ―

○ ― 代替制御建屋中央制御室換気設備 ― ― ―

○ 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 ― ― ― ―

○ ― 代替制御建屋中央制御室換気設備 ― ― ―

○ 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 ― ― ― ―

○ ― 制御建屋中央制御室換気設備 ― ― ―

○ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 ― ― ― ―

○ ― 代替制御建屋中央制御室換気設備 ― ― ―

○ 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 ― ― ― ―

○ ― 代替制御建屋中央制御室換気設備 ― ― ―

○ 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 ― ― ― ―

○ ―
代替中央制御室送風機
可搬型ダクト

― ―

＜ファン＞
容量

＜配管＞
主要寸法
主要材料

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-3-3　制御室換気設備

Ⅵ-1-3-2-1　制御室の居住性に関する説明書

【代替制御建屋中央制御室送風機の個数及び容
量】
代替制御建屋中央制御室送風機の換気風量及び個
数の設定根拠について説明する。

【制御室の居住性評価】
制御室にとどまる実施組織要員の居住性評価とし
て，被ばく評価及び環境評価結果について記載す
る。

○ ― 代替制御建屋中央制御室換気設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.3　重大事故等対処設備

Ⅵ－2　再処理施設に関する図面
Ⅵ－2－2　系統図
Ⅵ－2－4　機器配置図

【代替制御建屋中央制御室送風機の位置的分散
等】
代替制御建屋中央制御室換気設備を複数の敷設
ルートで対処できるように，必要数を複数の敷設
ルートに確保することについて説明する。

添付図面（系統図、機器配置図）にて代替制御室
換気設備の敷設ルート及び保管場所を示す。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.2　悪影響防止
3.2.3　重大事故等対処設備

【制御室換気設備の悪影響防止】
制御室換気設備が他の設備に悪影響を及ぼさない
設計に係る設計方針について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.3　重大事故等対処設備

Ⅵ－2　再処理施設に関する図面
Ⅵ－2－2　系統図

【代替制御室換気設備の多様性等】
代替制御室換気設備の多様性，位置的分散等に係
る設計方針について説明する。

添付図面（系統図）にて、常設の制御室換気設備
に対して、代替制御室換気設備が多様性・独立性
を有する設計であることを示す。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.3　重大事故等対処設備

Ⅵ－2　再処理施設に関する図面
Ⅵ－2－1　構内配置図
Ⅵ－2－3　機器配置図

【代替制御室換気設備の多様性等】
代替制御室換気設備の多様性，位置的分散等に係
る設計方針について説明する。

添付図面（構内配置図、機器配置図）にて代替制
御室換気設備が位置的分散を図った設計であるこ
とを示す。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【制御室換気設備の環境条件等】
制御室換気設備の設計の前提条件となる環境条件
等についての説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

52

　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の代替制御室送風機
は，想定される重大事故等時に実施組織要員が使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設の制御室にとどまるために十分な換気風量を確保するために必
要な台数を有する設計とする。

評価要求
機能要求②

制御室（制御室換気設備）（許可文中、第6.2.5-
1表（1）、第6.2.5-10～11図）

【機能要求②】
代替制御室送風機
可搬型ダクト

基本方針
評価（居住性評価）
設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-4-5　制御室

Ⅵ-1-3-2-1　制御室の居住性に関する説明書

【代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室送風機
の個数及び容量】
代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室送風機の
換気風量及び個数の設定根拠について説明する。

【制御室の居住性評価】
制御室にとどまる実施組織要員の居住性評価とし
て，被ばく評価及び環境評価結果について記載す
る。

― ― ― ― ―

53

　また，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の代替制御室送
風機は，複数の敷設ルートで対処できるよう必要数を複数の敷設ルートに
確保するとともに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管する代替使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の可搬型ダクトについては，必要数を確保する設計とする。

機能要求①

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（多様性、位
置的分散等）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.3　重大事故等対処設備

Ⅵ－2　再処理施設に関する図面
Ⅵ－2－2　系統図
Ⅵ－2－4　機器配置図

【代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設
備の位置的分散等】
代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備
を複数の敷設ルートで対処できるように，必要数
を複数の敷設ルートに確保することについて説明
する。

添付図面（系統図、機器配置図）にて代替制御室
換気設備の敷設ルート及び保管場所を示す。

― ― ― ― ―

54

　代替制御建屋中央制御室換気設備は，外部からの衝撃による損傷を防止
できる制御建屋に保管し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。 設置要求

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件
等）

― ― ― ― ―

55

　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，外部からの衝撃に
よる損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風）
等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 設置要求

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件
等）

― ― ― ― ―

56

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる代替制御建屋中央制御室
換気設備は，「第1章　共通事項」の「3. 自然現象」の「3.1 地震による
損傷の防止」に基づく設計とすることで，重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

設置要求

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（環境条件

等）
― ― ― ― ―

57

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる代替使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋制御室換気設備は，「第1章　共通事項」の「3. 自然現象」の
「3.1 地震による損傷の防止」に基づく設計とすることで，重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（環境条件

等）
― ― ― ― ―

58

　代替制御建屋中央制御室換気設備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，
制御建屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 設置要求

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件
等）

― ― ― ― ―

59

　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，内部発生飛散物の
影響を考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を受
けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。

設置要求

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（環境条件

等）
― ― ― ― ―

60

　代替制御建屋中央制御室換気設備は，配管の全周破断に対して，漏えい
した放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受けな
い位置に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

設置要求

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（環境条件

等）
― ― ― ― ―

61

　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，配管の全周破断に
対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）
の影響を受けない位置に保管することにより，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。

設置要求

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（環境条件

等）
― ― ― ― ―

62

　制御建屋中央制御室換気設備は，通常時において，重大事故等への対処
に必要な機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解点検が可能な設
計とする。

設置要求

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（試験・検査
性） ― ― ― ― ―

63

　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，通常時において，重大
事故等への対処に必要な機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解
点検が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，保修等
が可能な設計とする

設置要求

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（試験・検査
性）

― ― ― ― ―

64

　代替制御建屋中央制御室換気設備は，通常時において，重大事故等への
対処に必要な機能を確認するため，外観点検，分解点検が可能な設計とす
る。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

設置要求

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（試験・検査
性）

― ― ― ― ―

65

　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，通常時において，
重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，外観点検，分解点検が
可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能
な設計とする。

設置要求

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（試験・検査
性）

― ― ― ― ―

66

4.2.5.3 制御室照明設備
　重大事故等が発生した場合において，制御室照明設備は，制御室にとど
まるために必要な照明を確保できる設計とする。 冒頭宣言

基本方針 基本方針

― ― ― ― ―

67
　制御室照明設備は，中央制御室代替照明設備並びに使用済燃料の受入れ
施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備で構成する。 冒頭宣言

基本方針 基本方針
― ― ― ― ―

68

　中央制御室代替照明設備は，可搬型代替照明を可搬型重大事故等対処設
備として設ける設計とする。 設置要求

制御室（制御室照明設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針

― ― ― ― ―

69

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，可搬型
代替照明を可搬型重大事故等対処設備として設ける設計とする。 設置要求

制御室（制御室照明設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針

― ― ― ― ―

70

　なお，可搬型代替照明の設置までの間，実施組織要員が操作，作業及び
監視を適切に実施できるよう，可搬型照明を配備することを保安規定に定
めて，管理する。 運用要求 施設共通　基本設計方針

基本方針 【代替照明の電源に係る運用】
可搬型代替照明を設置するまでの間に使用する資
機材の扱いについて説明する。 ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
（2）試験・検査性

【制御室換気設備の試験・検査性】
制御室換気設備の試験・検査性に係る設計方針に
ついて説明する。

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書 【制御室照明設備に関する基本方針】
制御室に設ける制御室照明設備の設備構成等の概
要を説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【代替制御室換気設備の環境条件等】
代替制御室換気設備の設計の前提条件となる環境
条件等についての説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

52

　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の代替制御室送風機
は，想定される重大事故等時に実施組織要員が使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設の制御室にとどまるために十分な換気風量を確保するために必
要な台数を有する設計とする。

評価要求
機能要求②

53

　また，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の代替制御室送
風機は，複数の敷設ルートで対処できるよう必要数を複数の敷設ルートに
確保するとともに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管する代替使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の可搬型ダクトについては，必要数を確保する設計とする。

機能要求①

54

　代替制御建屋中央制御室換気設備は，外部からの衝撃による損傷を防止
できる制御建屋に保管し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。 設置要求

55

　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，外部からの衝撃に
よる損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風）
等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 設置要求

56

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる代替制御建屋中央制御室
換気設備は，「第1章　共通事項」の「3. 自然現象」の「3.1 地震による
損傷の防止」に基づく設計とすることで，重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

設置要求

57

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる代替使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋制御室換気設備は，「第1章　共通事項」の「3. 自然現象」の
「3.1 地震による損傷の防止」に基づく設計とすることで，重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

58

　代替制御建屋中央制御室換気設備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，
制御建屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 設置要求

59

　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，内部発生飛散物の
影響を考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を受
けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。

設置要求

60

　代替制御建屋中央制御室換気設備は，配管の全周破断に対して，漏えい
した放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受けな
い位置に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

設置要求

61

　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，配管の全周破断に
対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）
の影響を受けない位置に保管することにより，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。

設置要求

62

　制御建屋中央制御室換気設備は，通常時において，重大事故等への対処
に必要な機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解点検が可能な設
計とする。

設置要求

63

　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，通常時において，重大
事故等への対処に必要な機能を確認するため，外観点検，性能確認，分解
点検が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，保修等
が可能な設計とする

設置要求

64

　代替制御建屋中央制御室換気設備は，通常時において，重大事故等への
対処に必要な機能を確認するため，外観点検，分解点検が可能な設計とす
る。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

設置要求

65

　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，通常時において，
重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，外観点検，分解点検が
可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能
な設計とする。

設置要求

66

4.2.5.3 制御室照明設備
　重大事故等が発生した場合において，制御室照明設備は，制御室にとど
まるために必要な照明を確保できる設計とする。 冒頭宣言

67
　制御室照明設備は，中央制御室代替照明設備並びに使用済燃料の受入れ
施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備で構成する。 冒頭宣言

68

　中央制御室代替照明設備は，可搬型代替照明を可搬型重大事故等対処設
備として設ける設計とする。 設置要求

69

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，可搬型
代替照明を可搬型重大事故等対処設備として設ける設計とする。 設置要求

70

　なお，可搬型代替照明の設置までの間，実施組織要員が操作，作業及び
監視を適切に実施できるよう，可搬型照明を配備することを保安規定に定
めて，管理する。 運用要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○
代替制御室送風機
可搬型ダクト

― ― ―

＜ファン＞
容量

＜配管＞
主要寸法
主要材料

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-3-3　制御室換気設備

Ⅵ-1-3-2-1　制御室の居住性に関する説明書

【代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室送風機
の個数及び容量】
代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室送風機の
換気風量及び個数の設定根拠について説明する。

【制御室の居住性評価】
制御室にとどまる実施組織要員の居住性評価とし
て，被ばく評価及び環境評価結果について記載す
る。

○ 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.3　重大事故等対処設備

Ⅵ－2　再処理施設に関する図面
Ⅵ－2－2　系統図
Ⅵ－2－4　機器配置図

【代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設
備の位置的分散等】
代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備
を複数の敷設ルートで対処できるように，必要数
を複数の敷設ルートに確保することについて説明
する。

添付図面（系統図、機器配置図）にて代替制御室
換気設備の敷設ルート及び保管場所を示す。

○ ― 代替制御建屋中央制御室換気設備 ― ― ―

○ 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 ― ― ― ―

○ ― 代替制御建屋中央制御室換気設備 ― ― ―

○ 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 ― ― ― ―

○ ― 代替制御建屋中央制御室換気設備 ― ― ―

○ 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 ― ― ― ―

○ ― 代替制御建屋中央制御室換気設備 ― ― ―

○ 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 ― ― ― ―

○ ― 制御建屋中央制御室換気設備 ― ― ―

○ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 ― ― ― ―

○ ― 代替制御建屋中央制御室換気設備 ― ― ―

○ 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 ― ― ― ―

○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

○ ― 中央制御室代替照明設備 ― ― ―

○
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代
替照明設備

― ― ― ―

○ 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 ― ― ―

【代替照明の電源に係る運用】
可搬型代替照明を設置するまでの間に使用する資
機材の扱いについて説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
（2）試験・検査性

【制御室換気設備の試験・検査性】
制御室換気設備の試験・検査性に係る設計方針に
ついて説明する。

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書 【制御室照明設備に関する基本方針】
制御室に設ける制御室照明設備の設備構成等の概
要を説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【代替制御室換気設備の環境条件等】
代替制御室換気設備の設計の前提条件となる環境
条件等についての説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

71

　中央制御室代替照明設備は，共通要因によって中央制御室照明設備の運
転保安灯及び直流非常灯と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ
う，中央制御室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯に給電するための設
計基準対象の施設と兼用する電気設備の一部である受電開閉設備等に対し
て，中央制御室代替照明設備に内蔵した蓄電池から電力を供給すること
で，中央制御室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯に対して多様性を有
する設計とする。

機能要求①

制御室（制御室照明設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

― ― ― ― ―

72

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，共通要
因によって使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運転
保安灯及び直流非常灯と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運転保安灯及び
直流非常灯に給電するための設計基準対象の施設と兼用する電気設備の一
部である受電開閉設備等に対して，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
の制御室代替照明設備に内蔵した蓄電池から電力を供給することで，使用
済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運転保安灯及び直流
非常灯に対して多様性を有する設計とする。

機能要求①

制御室（制御室照明設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

― ― ― ― ―

73

　中央制御室代替照明設備は，共通要因によって中央制御室照明設備の運
転保安灯及び直流非常灯と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ
う，中央制御室代替照明設備のみで使用可能とすることで，中央制御室照
明設備の運転保安灯及び直流非常灯に対して独立性を有する設計とする。 機能要求①

制御室（制御室照明設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

― ― ― ― ―

74

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，共通要
因によって使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運転
保安灯及び直流非常灯と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備のみで使用可
能とすることで，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設備
の運転保安灯及び直流非常灯に対して独立性を有する設計とする。

機能要求①

制御室（制御室照明設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

― ― ― ― ―

75

　中央制御室代替照明設備は，共通要因によって中央制御室照明設備の運
転保安灯及び直流非常灯と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう
に，故障時のバックアップを含めて必要な数量を中央制御室照明設備の運
転保安灯及び直流非常灯を設置する建屋から100m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管するとともに，制御建屋内にも保管することで，
必要数及び故障時のバックアップを複数箇所に分散して保管し，位置的分
散を図る設計とする。制御建屋内に保管する場合は運転保安灯及び直流非
常灯が設置される場所と異なる場所に保管することで位置的分散を図る設
計とする。

機能要求①

制御室（制御室照明設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

― ― ― ― ―

76

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，共通要
因によって使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設の制御室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯と同時にその機能
が損なわれるおそれがないように，故障時のバックアップを含めて必要な
数量を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯を設置する建屋から
100m以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，使用
済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保管することで，必要数及び故障時のバック
アップを複数箇所に分散して保管し，位置的分散を図る設計とする。使用
済燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管する場合は運転保安灯及び直流非常灯が
設置される場所と異なる場所に保管することで位置的分散を図る設計とす
る。

機能要求①

制御室（制御室照明設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（多様性，位
置的分散等）

― ― ― ― ―

77

　中央制御室代替照明設備の可搬型代替照明は，想定される重大事故等時
に実施組織要員が中央制御室で操作可能な照明を確保するために必要な台
数を有する設計とするとともに，保有数は，必要数として76台，予備とし
て故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを86台の合計162
台以上を確保する設計とする。

設置要求

制御室（制御室照明設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針

― ― ― ― ―

78

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備の可搬型代
替照明は，想定される重大事故等時に実施組織要員が使用済燃料の受入れ
施設及び貯蔵施設の制御室で操作可能な照明を確保するために必要な台数
を有する設計とするとともに，保有数は，必要数として17台，予備として
故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを19台の合計36台以
上確保する設計とする。

設置要求

制御室（制御室照明設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針

― ― ― ― ―

79

　中央制御室代替照明設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる制
御建屋に保管し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。 設置要求

制御室（制御室照明設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件
等）

― ― ― ― ―

80

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，外部か
らの衝撃による損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管し，
風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

設置要求

制御室（制御室照明設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（環境条件

等）
― ― ― ― ―

81

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる中央制御室代替照明設備
は，「第1章　共通事項」の「3. 自然現象」の「3.1 地震による損傷の防
止」に基づく設計とすることで，重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

設置要求

制御室（制御室照明設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（環境条件

等）
― ― ― ― ―

82

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，「第1章　共通事項」の「3. 自然
現象」の「3.1 地震による損傷の防止」に基づく設計とすることで，重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

制御室（制御室照明設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（環境条件

等）
― ― ― ― ―

83

　中央制御室代替照明設備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，制御建屋
の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 設置要求

制御室（制御室照明設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件
等）

― ― ― ― ―

84

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，内部発
生飛散物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の内部発生飛散物
の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。

設置要求

制御室（制御室照明設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（環境条件

等）
― ― ― ― ―

85

　中央制御室代替照明設備は，配管の全周破断に対して，漏えいした放射
性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受けない位置に
保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。

設置要求

制御室（制御室照明設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（環境条件

等）
― ― ― ― ―

86

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，配管の
全周破断に対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有
機溶媒等）の影響を受けない位置に保管することにより，重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

制御室（制御室照明設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（環境条件

等）
― ― ― ― ―

87

　中央制御室代替照明設備は，通常時において，重大事故等への対処に必
要な機能を確認するため，外観点検，分解点検が可能な設計とする。ま
た，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

設置要求

制御室（制御室照明設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（試験・検査

性）
― ― ― ― ―

88

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，通常時
において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，外観点検，
分解点検が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，保
修等が可能な設計とする。

設置要求

制御室（制御室照明設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（試験・検査

性）
― ― ― ― ―

89

4.2.5.4 制御室遮蔽設備
　重大事故等が発生した場合において，制御室遮蔽設備は，制御室にとど
まる実施組織要員が過度の被ばくをうけないよう，十分な壁厚さを有する
設計とする。

設置要求

制御室（制御室遮蔽設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針

― ― ― ― ―

90

　制御室遮蔽設備は，中央制御室の中央制御室遮蔽並びに使用済燃料の受
入れ施設及び貯蔵施設の制御室の制御室遮蔽で構成する。 設置要求

制御室（制御室遮蔽設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針

― ― ― ― ―

91

　制御室遮蔽設備は，常設重大事故等対処設備として位置付け，中央制御
室遮蔽及び制御室遮蔽で構成する。 設置要求

制御室（制御室遮蔽設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針

― ― ― ― ―

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書 【制御室遮蔽設備の機能に関する基本方針】
制御室に設ける制御室遮蔽設備の設備構成等の概
要を説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の環境条件等】
代替照明設備の設計の前提条件となる環境条件等
についての説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
（2）試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
代替照明設備の試験・検査性に係る設計方針につ
いて説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

【代替照明設備の多様性，位置的分散】
代替照明設備の多様性，位置的分散等に係る設計
方針について説明する。

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書 【重大事故等対処設備の個数及び容量】
代替照明設備の個数について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

71

　中央制御室代替照明設備は，共通要因によって中央制御室照明設備の運
転保安灯及び直流非常灯と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ
う，中央制御室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯に給電するための設
計基準対象の施設と兼用する電気設備の一部である受電開閉設備等に対し
て，中央制御室代替照明設備に内蔵した蓄電池から電力を供給すること
で，中央制御室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯に対して多様性を有
する設計とする。

機能要求①

72

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，共通要
因によって使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運転
保安灯及び直流非常灯と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運転保安灯及び
直流非常灯に給電するための設計基準対象の施設と兼用する電気設備の一
部である受電開閉設備等に対して，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
の制御室代替照明設備に内蔵した蓄電池から電力を供給することで，使用
済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運転保安灯及び直流
非常灯に対して多様性を有する設計とする。

機能要求①

73

　中央制御室代替照明設備は，共通要因によって中央制御室照明設備の運
転保安灯及び直流非常灯と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ
う，中央制御室代替照明設備のみで使用可能とすることで，中央制御室照
明設備の運転保安灯及び直流非常灯に対して独立性を有する設計とする。 機能要求①

74

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，共通要
因によって使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運転
保安灯及び直流非常灯と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備のみで使用可
能とすることで，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設備
の運転保安灯及び直流非常灯に対して独立性を有する設計とする。

機能要求①

75

　中央制御室代替照明設備は，共通要因によって中央制御室照明設備の運
転保安灯及び直流非常灯と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう
に，故障時のバックアップを含めて必要な数量を中央制御室照明設備の運
転保安灯及び直流非常灯を設置する建屋から100m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管するとともに，制御建屋内にも保管することで，
必要数及び故障時のバックアップを複数箇所に分散して保管し，位置的分
散を図る設計とする。制御建屋内に保管する場合は運転保安灯及び直流非
常灯が設置される場所と異なる場所に保管することで位置的分散を図る設
計とする。

機能要求①

76

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，共通要
因によって使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設の制御室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯と同時にその機能
が損なわれるおそれがないように，故障時のバックアップを含めて必要な
数量を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯を設置する建屋から
100m以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，使用
済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保管することで，必要数及び故障時のバック
アップを複数箇所に分散して保管し，位置的分散を図る設計とする。使用
済燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管する場合は運転保安灯及び直流非常灯が
設置される場所と異なる場所に保管することで位置的分散を図る設計とす
る。

機能要求①

77

　中央制御室代替照明設備の可搬型代替照明は，想定される重大事故等時
に実施組織要員が中央制御室で操作可能な照明を確保するために必要な台
数を有する設計とするとともに，保有数は，必要数として76台，予備とし
て故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを86台の合計162
台以上を確保する設計とする。

設置要求

78

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備の可搬型代
替照明は，想定される重大事故等時に実施組織要員が使用済燃料の受入れ
施設及び貯蔵施設の制御室で操作可能な照明を確保するために必要な台数
を有する設計とするとともに，保有数は，必要数として17台，予備として
故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを19台の合計36台以
上確保する設計とする。

設置要求

79

　中央制御室代替照明設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる制
御建屋に保管し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。 設置要求

80

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，外部か
らの衝撃による損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管し，
風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

設置要求

81

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる中央制御室代替照明設備
は，「第1章　共通事項」の「3. 自然現象」の「3.1 地震による損傷の防
止」に基づく設計とすることで，重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

設置要求

82

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，「第1章　共通事項」の「3. 自然
現象」の「3.1 地震による損傷の防止」に基づく設計とすることで，重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

83

　中央制御室代替照明設備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，制御建屋
の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 設置要求

84

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，内部発
生飛散物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の内部発生飛散物
の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。

設置要求

85

　中央制御室代替照明設備は，配管の全周破断に対して，漏えいした放射
性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受けない位置に
保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。

設置要求

86

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，配管の
全周破断に対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有
機溶媒等）の影響を受けない位置に保管することにより，重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

87

　中央制御室代替照明設備は，通常時において，重大事故等への対処に必
要な機能を確認するため，外観点検，分解点検が可能な設計とする。ま
た，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

設置要求

88

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，通常時
において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，外観点検，
分解点検が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，保
修等が可能な設計とする。

設置要求

89

4.2.5.4 制御室遮蔽設備
　重大事故等が発生した場合において，制御室遮蔽設備は，制御室にとど
まる実施組織要員が過度の被ばくをうけないよう，十分な壁厚さを有する
設計とする。

設置要求

90

　制御室遮蔽設備は，中央制御室の中央制御室遮蔽並びに使用済燃料の受
入れ施設及び貯蔵施設の制御室の制御室遮蔽で構成する。 設置要求

91

　制御室遮蔽設備は，常設重大事故等対処設備として位置付け，中央制御
室遮蔽及び制御室遮蔽で構成する。 設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ ― 中央制御室代替照明設備 ― ― ―

○
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代
替照明設備

― ― ― ―

○ ― 中央制御室代替照明設備 ― ― ―

○
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代
替照明設備

― ― ― ―

○ ― 中央制御室代替照明設備 ― ― ―

○
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代
替照明設備

― ― ― ―

○ ― 中央制御室代替照明設備 ― ― ―

○
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代
替照明設備

― ― ― ―

○ ― 中央制御室代替照明設備 ― ― ―

○
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代
替照明設備

― ― ― ―

○ ― 中央制御室代替照明設備 ― ― ―

○
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代
替照明設備

― ― ― ―

○ ― 中央制御室代替照明設備 ― ― ―

○
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代
替照明設備

― ― ― ―

○ ― 中央制御室代替照明設備 ― ― ―

○
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代
替照明設備

― ― ― ―

○ ― 中央制御室代替照明設備 ― ― ―

○
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代
替照明設備

― ― ― ―

○ 制御室遮蔽 中央制御室遮蔽 ― ― ―

○ 制御室遮蔽 中央制御室遮蔽 ― ― ―

○ 制御室遮蔽 中央制御室遮蔽 ― ― ―

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書 【制御室遮蔽設備の機能に関する基本方針】
制御室に設ける制御室遮蔽設備の設備構成等の概
要を説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の環境条件等】
代替照明設備の設計の前提条件となる環境条件等
についての説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
（2）試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
代替照明設備の試験・検査性に係る設計方針につ
いて説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

【代替照明設備の多様性，位置的分散】
代替照明設備の多様性，位置的分散等に係る設計
方針について説明する。

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書 【重大事故等対処設備の個数及び容量】
代替照明設備の個数について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

92

　中央制御室遮蔽は，重大事故等が発生した場合において，代替制御建屋
中央制御室換気設備若しくは制御建屋中央制御室換気設備の機能とあい
まって中央制御室にとどまる実施組織要員及びMOX燃料加工施設から中央
制御室に移動する要員の実効線量が7日間で100mSvを超えない設計とす
る。

評価要求
機能要求②

制御室（制御室遮蔽設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

【機能要求②】
中央制御室遮蔽

基本方針
評価（居住性評価）
設計方針（遮蔽体厚
さ）

― ― ― ― ―

93

　制御室遮蔽は，重大事故等が発生した場合において，代替使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋制御室換気設備若しくは使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御
室換気設備の機能とあいまって使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室にとど
まる実施組織要員の実効線量が7日間で100mSvを超えない設計とする。

評価要求
機能要求②

制御室（制御室遮蔽設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

【機能要求②】
制御室遮蔽

基本方針
評価（居住性評価）
設計方針（遮蔽体厚
さ）

― ― ― ― ―

94

　中央制御室遮蔽は，安全機能を有する施設として使用する場合と同じ系
統構成で重大事故等対処設備として使用することにより，他の設備に悪影
響を及ぼさない設計とする。 設置要求

制御室（制御室遮蔽設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（悪影響防

止）
― ― ― ― ―

95

　制御室遮蔽は，安全機能を有する施設として使用する場合と同じ系統構
成で重大事故等対処設備として使用することにより，他の設備に悪影響を
及ぼさない設計とする。 設置要求

制御室（制御室遮蔽設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（悪影響防

止）
― ― ― ― ―

96

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる中央制御室遮蔽は，第１
章　共通事項」の「３．自然現象」の「３．１　地震による損傷の防止」
に基づく設計とすることで，その機能を損なわない設計とする。 設置要求

制御室（制御室遮蔽設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（環境条件

等）
― ― ― ― ―

97

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる制御室遮蔽は，「第１章
共通事項」の「３．自然現象」の「３．１　地震による損傷の防止」に基
づく設計とすることで，その機能を損なわない設計とする。 設置要求

制御室（制御室遮蔽設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件
等）

― ― ― ― ―

98

　中央制御室遮蔽は，通常時において，重大事故等への対処に必要な機能
を確認するため，外観点検が可能な設計とする。

設置要求

制御室（制御室遮蔽設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（試験・検査

性）
― ― ― ― ―

99

　制御室遮蔽は，通常時において，重大事故等への対処に必要な機能を確
認するため，外観点検が可能な設計とする。

設置要求

制御室（制御室遮蔽設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（試験・検査

性）
― ― ― ― ―

100

4.2.5.5 制御室環境測定設備
　重大事故等が発生した場合において，制御室環境測定設備は，制御室内
の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が活動に支障がない範囲
にあることを把握できる設計とする。

機能要求②

制御室（制御室環境測定設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針
設計方針（個数及び容
量） ― ― ― ― ―

101

　制御室環境測定設備は，中央制御室環境測定設備及び使用済燃料の受入
れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備で構成する。 冒頭宣言

基本方針 基本方針

― ― ― ― ―

102

　中央制御室環境測定設備は，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度
計及び可搬型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事故等対処設備として設ける
設計とする。 設置要求

制御室（制御室環境測定設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針

― ― ― ― ―

103

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，可搬型
酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計を可搬
型重大事故等対処設備として設ける設計とする。 設置要求

制御室（制御室環境測定設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針

― ― ― ― ―

104

　中央制御室環境測定設備は，制御建屋から100m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管するとともに，対処を行う建屋内にも保管するこ
とで，必要数及び故障時のバックアップを複数箇所に分散して保管し，位
置的分散を図る設計とする。

機能要求①

制御室（制御室環境測定設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（多様性、位

置的分散等）
― ― ― ― ―

105

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋から100m以上の離隔距離を確保した外部保管エリア
に保管するとともに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保管することで，
必要数及び故障時のバックアップを複数箇所に分散して保管し，位置的分
散を図る設計とする。

機能要求①

制御室（制御室環境測定設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（多様性、位

置的分散等）
― ― ― ― ―

106

　中央制御室環境測定設備の可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計
及び可搬型窒素酸化物濃度計は，中央制御室の酸素濃度，二酸化炭素濃度
及び窒素酸化物濃度が活動に支障がない範囲内にあることを測定するため
に必要な台数を有する設計とするとともに，保有数は，必要数として各１
個を１セットとして，予備として故障時及び保守点検による待機除外時の
バックアップを２セットの合計３セット以上を確保する設計とする。

設置要求

制御室（制御室環境測定設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針
設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ―

107

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備の可搬型酸
素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計は，使用
済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素濃度，二酸化炭素濃度及
び窒素酸化物濃度が活動に支障がない範囲内にあることを測定するために
必要な台数を有する設計とするとともに，保有数は，必要数として各１個
を１セットとして，予備として故障時及び保守点検による待機除外時の
バックアップを２セットの合計３セット以上を確保する設計とする。

設置要求

制御室（制御室環境測定設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針
設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

【制御室環境測定設備の位置的分散】
制御室環境測定設備の多様性，位置的分散等に係
る設計方針について説明する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-4-5　制御室

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書

【制御室環境測定設備の個数及び容量】
制御室環境測定設備の個数について説明する。

【制御室環境測定設備の機能に関する基本方針】
制御室に設ける制御室環境測定設備の個数につい
て説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
（2）試験・検査性

【制御室遮蔽設備の試験・検査性】
制御室遮蔽設備の試験・検査性に係る設計方針に
ついて説明する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-4-5　制御室

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書

【制御室環境測定設備の個数及び容量】
制御室環境測定設備の計測範囲の根拠について説
明する。

【制御室環境測定設備の機能に関する基本方針】
制御室に設ける制御室環境測定設備の設備構成等
の概要を説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.2　悪影響防止
3.2.2　重大事故等対処設備

【制御室遮蔽設備の悪影響防止】
制御室遮蔽設備が他の設備に悪影響を及ぼさない
設計に係る設計方針について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【制御室遮蔽設備の環境条件等】
制御室遮蔽設備の設計の前提条件となる環境条件
等についての説明する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-4-5　制御室

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書

Ⅵ-1-3-2-1　制御室の居住性に関する説明書
Ⅱ 放射線による被ばくの防止に関する説明書

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4　配置図

制御室遮蔽設備は，設計基準事象対処設備と重大
事故等対処設備の兼用設備であり，設備について
は既設工認の設計から変更なし

【制御室遮蔽設備の主要寸法】
制御室遮蔽設備の主要寸法の設定根拠について説
明する。

【制御室換気設備及び制御室遮蔽設備の設計方
針】
制御室換気設備の機能と制御室遮蔽設備の機能と
があいまって制御室にとどまる要員の実効線量が
7日間で100mSvを越えない設計方針であることを
記載する。

【制御室の居住性評価】
制御室の居住性評価結果について記載する。

【制御室遮蔽設備の遮蔽計算書】
中央制御室遮蔽及び制御室遮蔽の遮蔽計算結果に
ついて記載する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

92

　中央制御室遮蔽は，重大事故等が発生した場合において，代替制御建屋
中央制御室換気設備若しくは制御建屋中央制御室換気設備の機能とあい
まって中央制御室にとどまる実施組織要員及びMOX燃料加工施設から中央
制御室に移動する要員の実効線量が7日間で100mSvを超えない設計とす
る。

評価要求
機能要求②

93

　制御室遮蔽は，重大事故等が発生した場合において，代替使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋制御室換気設備若しくは使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御
室換気設備の機能とあいまって使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室にとど
まる実施組織要員の実効線量が7日間で100mSvを超えない設計とする。

評価要求
機能要求②

94

　中央制御室遮蔽は，安全機能を有する施設として使用する場合と同じ系
統構成で重大事故等対処設備として使用することにより，他の設備に悪影
響を及ぼさない設計とする。 設置要求

95

　制御室遮蔽は，安全機能を有する施設として使用する場合と同じ系統構
成で重大事故等対処設備として使用することにより，他の設備に悪影響を
及ぼさない設計とする。 設置要求

96

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる中央制御室遮蔽は，第１
章　共通事項」の「３．自然現象」の「３．１　地震による損傷の防止」
に基づく設計とすることで，その機能を損なわない設計とする。 設置要求

97

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる制御室遮蔽は，「第１章
共通事項」の「３．自然現象」の「３．１　地震による損傷の防止」に基
づく設計とすることで，その機能を損なわない設計とする。 設置要求

98

　中央制御室遮蔽は，通常時において，重大事故等への対処に必要な機能
を確認するため，外観点検が可能な設計とする。

設置要求

99

　制御室遮蔽は，通常時において，重大事故等への対処に必要な機能を確
認するため，外観点検が可能な設計とする。

設置要求

100

4.2.5.5 制御室環境測定設備
　重大事故等が発生した場合において，制御室環境測定設備は，制御室内
の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が活動に支障がない範囲
にあることを把握できる設計とする。

機能要求②

101

　制御室環境測定設備は，中央制御室環境測定設備及び使用済燃料の受入
れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備で構成する。 冒頭宣言

102

　中央制御室環境測定設備は，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度
計及び可搬型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事故等対処設備として設ける
設計とする。 設置要求

103

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，可搬型
酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計を可搬
型重大事故等対処設備として設ける設計とする。 設置要求

104

　中央制御室環境測定設備は，制御建屋から100m以上の離隔距離を確保し
た外部保管エリアに保管するとともに，対処を行う建屋内にも保管するこ
とで，必要数及び故障時のバックアップを複数箇所に分散して保管し，位
置的分散を図る設計とする。

機能要求①

105

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋から100m以上の離隔距離を確保した外部保管エリア
に保管するとともに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保管することで，
必要数及び故障時のバックアップを複数箇所に分散して保管し，位置的分
散を図る設計とする。

機能要求①

106

　中央制御室環境測定設備の可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計
及び可搬型窒素酸化物濃度計は，中央制御室の酸素濃度，二酸化炭素濃度
及び窒素酸化物濃度が活動に支障がない範囲内にあることを測定するため
に必要な台数を有する設計とするとともに，保有数は，必要数として各１
個を１セットとして，予備として故障時及び保守点検による待機除外時の
バックアップを２セットの合計３セット以上を確保する設計とする。

設置要求

107

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備の可搬型酸
素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計は，使用
済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素濃度，二酸化炭素濃度及
び窒素酸化物濃度が活動に支障がない範囲内にあることを測定するために
必要な台数を有する設計とするとともに，保有数は，必要数として各１個
を１セットとして，予備として故障時及び保守点検による待機除外時の
バックアップを２セットの合計３セット以上を確保する設計とする。

設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ ― 中央制御室遮蔽 ― ―
＜建物・構築物

＞
厚さ

○ 制御室遮蔽 ― ― ―
＜建物・構築物

＞
厚さ

○ ― 中央制御室遮蔽 ― ― ―

○ 制御室遮蔽 ― ― ― ―

○ ― 中央制御室遮蔽 ― ― ―

○ 制御室遮蔽 ― ― ― ―

○ ― 中央制御室遮蔽 ― ― ―

○ 制御室遮蔽 ― ― ― ―

○

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環
境測定設備
（酸素濃度計）
（二酸化炭素濃度計）
（窒素酸化物濃度計）

中央制御室環境測定設備
（酸素濃度計）
（二酸化炭素濃度計）
（窒素酸化物濃度計）

― ―
＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲

○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

○ ― 中央制御室環境測定設備 ― ― ―

○
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環
境測定設備

― ― ― ―

○ ― 中央制御室環境測定設備 ― ― ―

○
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環
境測定設備

― ― ― ―

○ ―

中央制御室環境測定設備
（酸素濃度計）
（二酸化炭素濃度計）
（窒素酸化物濃度計）

― ―
＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲

○

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環
境測定設備
（酸素濃度計）
（二酸化炭素濃度計）
（窒素酸化物濃度計）

― ― ―
＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

【制御室環境測定設備の位置的分散】
制御室環境測定設備の多様性，位置的分散等に係
る設計方針について説明する。

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書 【制御室環境測定設備の個数及び容量】
制御室環境測定設備の個数について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
（2）試験・検査性

【制御室遮蔽設備の試験・検査性】
制御室遮蔽設備の試験・検査性に係る設計方針に
ついて説明する。

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書 【制御室環境測定設備の機能に関する基本方針】
制御室に設ける制御室環境測定設備の設備構成等
の概要を説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.2　悪影響防止
3.2.2　重大事故等対処設備

【制御室遮蔽設備の悪影響防止】
制御室遮蔽設備が他の設備に悪影響を及ぼさない
設計に係る設計方針について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【制御室遮蔽設備の環境条件等】
制御室遮蔽設備の設計の前提条件となる環境条件
等についての説明する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-4-5　制御室

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書

Ⅵ-1-3-2-1　制御室の居住性に関する説明書
Ⅱ 放射線による被ばくの防止に関する説明書

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4　配置図

制御室遮蔽設備は，設計基準事象対処設備と重大
事故等対処設備の兼用設備であり，設備について
は既設工認の設計から変更なし

【制御室遮蔽設備の主要寸法】
制御室遮蔽設備の主要寸法の設定根拠について説
明する。

【制御室換気設備及び制御室遮蔽設備の設計方
針】
制御室換気設備の機能と制御室遮蔽設備の機能と
があいまって制御室にとどまる要員の実効線量が
7日間で100mSvを越えない設計方針であることを
記載する。

【制御室の居住性評価】
制御室の居住性評価結果について記載する。

【制御室遮蔽設備の遮蔽計算書】
中央制御室遮蔽及び制御室遮蔽の遮蔽計算結果に
ついて記載する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

108

　中央制御室環境測定設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる制
御建屋に保管し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。

設置要求

制御室（制御室環境測定設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件
等）

― ― ― ― ―

109

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，外部か
らの衝撃による損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管し，
風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

設置要求

制御室（制御室環境測定設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（環境条件

等）
― ― ― ― ―

110

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる中央制御室環境測定設備
は，「第1章　共通事項」の「3. 自然現象」の「3.1 地震による損傷の防
止」に基づく設計とすることで，重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

設置要求

制御室（制御室環境測定設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件
等）

― ― ― ― ―

111

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，「第1章　共通事項」の「3. 自然
現象」の「3.1 地震による損傷の防止」に基づく設計とすることで，重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

制御室（制御室環境測定設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（環境条件

等）
― ― ― ― ―

112

　中央制御室環境測定設備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，制御建屋
の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

制御室（制御室環境測定設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件
等）

― ― ― ― ―

113

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，内部発
生飛散物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の内部発生飛散物
の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。

設置要求

制御室（制御室環境測定設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件
等）

― ― ― ― ―

114

　中央制御室環境測定設備は，配管の全周破断に対して，漏えいした放射
性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受けない位置に
保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。

設置要求

制御室（制御室環境測定設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（環境条件

等）
― ― ― ― ―

115

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，配管の
全周破断に対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有
機溶媒等）の影響を受けない位置に保管することにより，重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

制御室（制御室環境測定設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（環境条件

等）
― ― ― ― ―

116

　中央制御室環境測定設備は，通常時において，重大事故等への対処に必
要な機能を確認するため，外観点検，分解点検が可能な設計とする。ま
た，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

設置要求

制御室（制御室環境測定設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（試験・検査

性）
― ― ― ― ―

117

　中央制御室環境測定設備は，当該機能を健全に維持するため，保修等が
可能な設計とする。

設置要求

制御室（制御室環境測定設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（試験・検査

性）
― ― ― ― ―

118

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，通常時
において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，外観点検，
分解点検が可能な設計とする。

設置要求

制御室（制御室環境測定設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（試験・検査

性）
― ― ― ― ―

119

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，当該機
能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

設置要求

制御室（制御室環境測定設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（試験・検査

性）
― ― ― ― ―

120

4.2.5.6 制御室放射線計測設備
　重大事故等が発生した場合において，制御室放射線計測設備は，制御室
内の線量当量率及び空気中の放射性物質濃度が活動に支障がない範囲にあ
ることを把握できる設計とする。

機能要求②

制御室（制御室放射線計測設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

【機能要求②】
ガンマ線サーベイメータ（SA）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（SA）

基本方針
設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ―

121

　制御室放射線計測設備は，中央制御室放射線計測設備並びに使用済燃料
の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備で構成する。 冒頭宣言

基本方針 基本方針

― ― ― ― ―

122

　中央制御室放射線計測設備は，ガンマ線用サーベイメータ(SA)，アル
ファ・ベータ線用サーベイメータ(SA)及び可搬型ダストサンプラ(SA)を可
搬型重大事故等対処設備として設ける設計とする。 設置要求

制御室（制御室放射線計測設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針

― ― ― ― ―

123

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，ガン
マ線用サーベイメータ(SA)，アルファ・ベータ線用サーベイメータ(SA)及
び可搬型ダストサンプラ(SA)を可搬型重大事故等対処設備として設ける設
計とする。

設置要求

制御室（制御室放射線計測設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針

― ― ― ― ―

124

　中央制御室放射線計測設備は，制御建屋から100m以上の離隔距離を確保
した外部保管エリアに保管するとともに，対処を行う建屋内にも保管する
ことで，必要数及び故障時のバックアップを複数箇所に分散して保管し，
位置的分散を図る設計とする。

機能要求①

制御室（制御室放射線計測設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（多様性、位
置的分散等）

― ― ― ― ―

125

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，使用
済燃料受入れ・貯蔵建屋から100m以上の離隔距離を確保した外部保管エリ
アに保管するとともに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保管すること
で，必要数及び故障時のバックアップを複数箇所に分散して保管し，位置
的分散を図る設計とする。

機能要求①

制御室（制御室放射線計測設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（多様性、位

置的分散等）
― ― ― ― ―

126

　中央制御室放射線計測設備のガンマ線用サーベイメータ(SA)及びアル
ファ・ベータ線用サーベイメータ(SA)は，中央制御室の実効線量が活動に
支障がない範囲内にあることを測定するために必要な台数を有するととも
に，保有数は必要数及び予備としての故障時のバックアップをあわせ十分
な台数を確保する設計とする。

設置要求
機能要求➁

制御室（制御室放射線計測設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

【機能要求②】
ガンマ線サーベイメータ（SA）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（SA）

基本方針
設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ―

127

中央制御室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ(SA)は，中央制御室の
実効線量が活動に支障がない範囲内にあることを測定するために必要な台
数を有する設計とするとともに，保有数は，必要数として１台，予備とし
て故障時のバックアップを１台の合計２台以上を確保する設計とする。

設置要求

制御室（制御室放射線計測設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 基本方針 ― ― ― ― ―

128

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備のガンマ
線用サーベイメータ(SA)及びアルファ・ベータ線用サーベイメータ(SA)
は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の実効線量が活動に支
障がない範囲内にあることを測定するために必要な台数を有するととも
に，保有数は必要数及び予備としての故障時のバックアップをあわせ十分
な台数を確保する設計とする。

設置要求
機能要求➁

制御室（制御室放射線計測設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

【機能要求②】
ガンマ線サーベイメータ（SA）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（SA）

基本方針
設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ―

129

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備の可搬型ダ
ストサンプラ(SA)は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の実
効線量が活動に支障がない範囲内にあることを測定するために必要な台数
を有する設計とするとともに，保有数は，必要数として１台，予備として
故障時のバックアップを１台の合計２台以上を確保する設計とする。

設置要求

制御室（制御室放射線計測設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

基本方針 ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-4-5　制御室

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書

【制御室放射線計測設備の個数及び容量】
制御室放射線計測設備の個数について説明する。

【制御室放射線計測設備の機能に関する基本方
針】
制御室に設ける制御室放射線計測設備の個数につ
いて説明する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
Ⅵ-1-1-3-4-5　制御室

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書

【制御室放射線計測設備の個数及び容量】
制御室放射線計測設備の計測範囲の根拠について
説明する。

【制御室放射線計測設備の機能に関する基本方
針】
制御室に設ける制御室放射線計測設備の設備構成
等の概要を説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

【制御室放射線計測設備の位置的分散】
制御室放射線計測設備の多様性，位置的分散等に
係る設計方針について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【制御室環境測定設備の環境条件等】
制御室環境測定設備の設計の前提条件となる環境
条件等についての説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
（2）試験・検査性

【制御室環境測定設備の試験・検査性】
制御室環境測定設備の試験・検査性に係る設計方
針について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

108

　中央制御室環境測定設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる制
御建屋に保管し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。

設置要求

109

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，外部か
らの衝撃による損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管し，
風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

設置要求

110

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる中央制御室環境測定設備
は，「第1章　共通事項」の「3. 自然現象」の「3.1 地震による損傷の防
止」に基づく設計とすることで，重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

設置要求

111

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，「第1章　共通事項」の「3. 自然
現象」の「3.1 地震による損傷の防止」に基づく設計とすることで，重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

112

　中央制御室環境測定設備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，制御建屋
の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

113

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，内部発
生飛散物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の内部発生飛散物
の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。

設置要求

114

　中央制御室環境測定設備は，配管の全周破断に対して，漏えいした放射
性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受けない位置に
保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。

設置要求

115

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，配管の
全周破断に対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有
機溶媒等）の影響を受けない位置に保管することにより，重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

116

　中央制御室環境測定設備は，通常時において，重大事故等への対処に必
要な機能を確認するため，外観点検，分解点検が可能な設計とする。ま
た，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

設置要求

117

　中央制御室環境測定設備は，当該機能を健全に維持するため，保修等が
可能な設計とする。

設置要求

118

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，通常時
において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，外観点検，
分解点検が可能な設計とする。

設置要求

119

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，当該機
能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

設置要求

120

4.2.5.6 制御室放射線計測設備
　重大事故等が発生した場合において，制御室放射線計測設備は，制御室
内の線量当量率及び空気中の放射性物質濃度が活動に支障がない範囲にあ
ることを把握できる設計とする。

機能要求②

121

　制御室放射線計測設備は，中央制御室放射線計測設備並びに使用済燃料
の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備で構成する。 冒頭宣言

122

　中央制御室放射線計測設備は，ガンマ線用サーベイメータ(SA)，アル
ファ・ベータ線用サーベイメータ(SA)及び可搬型ダストサンプラ(SA)を可
搬型重大事故等対処設備として設ける設計とする。 設置要求

123

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，ガン
マ線用サーベイメータ(SA)，アルファ・ベータ線用サーベイメータ(SA)及
び可搬型ダストサンプラ(SA)を可搬型重大事故等対処設備として設ける設
計とする。

設置要求

124

　中央制御室放射線計測設備は，制御建屋から100m以上の離隔距離を確保
した外部保管エリアに保管するとともに，対処を行う建屋内にも保管する
ことで，必要数及び故障時のバックアップを複数箇所に分散して保管し，
位置的分散を図る設計とする。

機能要求①

125

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，使用
済燃料受入れ・貯蔵建屋から100m以上の離隔距離を確保した外部保管エリ
アに保管するとともに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保管すること
で，必要数及び故障時のバックアップを複数箇所に分散して保管し，位置
的分散を図る設計とする。

機能要求①

126

　中央制御室放射線計測設備のガンマ線用サーベイメータ(SA)及びアル
ファ・ベータ線用サーベイメータ(SA)は，中央制御室の実効線量が活動に
支障がない範囲内にあることを測定するために必要な台数を有するととも
に，保有数は必要数及び予備としての故障時のバックアップをあわせ十分
な台数を確保する設計とする。

設置要求
機能要求➁

127

中央制御室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ(SA)は，中央制御室の
実効線量が活動に支障がない範囲内にあることを測定するために必要な台
数を有する設計とするとともに，保有数は，必要数として１台，予備とし
て故障時のバックアップを１台の合計２台以上を確保する設計とする。

設置要求

128

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備のガンマ
線用サーベイメータ(SA)及びアルファ・ベータ線用サーベイメータ(SA)
は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の実効線量が活動に支
障がない範囲内にあることを測定するために必要な台数を有するととも
に，保有数は必要数及び予備としての故障時のバックアップをあわせ十分
な台数を確保する設計とする。

設置要求
機能要求➁

129

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備の可搬型ダ
ストサンプラ(SA)は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の実
効線量が活動に支障がない範囲内にあることを測定するために必要な台数
を有する設計とするとともに，保有数は，必要数として１台，予備として
故障時のバックアップを１台の合計２台以上を確保する設計とする。

設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ ― 中央制御室環境測定設備 ― ― ―

○
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環
境測定設備

― ― ― ―

○ ― 中央制御室環境測定設備 ― ― ―

○
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環
境測定設備

― ― ― ―

○ ― 中央制御室環境測定設備 ― ― ―

○
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環
境測定設備

― ― ― ―

○ ― 中央制御室環境測定設備 ― ― ―

○
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環
境測定設備

― ― ― ―

○ ― 中央制御室環境測定設備 ― ― ―

○ ― 中央制御室環境測定設備 ― ― ―

○
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環
境測定設備

― ― ― ―

○
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環
境測定設備

― ― ― ―

○

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放
射線計測設備
（ガンマ線用サーベイメータ（SA））
（アルファ・ベータ線用サーベイメータ（SA)）

中央制御室放射線計測設備
（ガンマ線用サーベイメータ（SA））
（アルファ・ベータ線用サーベイメータ（SA)）

― ―
＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲

○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

○ ― 中央制御室放射線計測設備 ― ― ―

○
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放
射線計測設備

― ― ― ―

○ ― 中央制御室放射線計測設備 ― ― ―

○
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放
射線計測設備

― ― ― ―

○ ―
中央制御室放射線計測設備
（ガンマ線用サーベイメータ（SA））
（アルファ・ベータ線用サーベイメータ（SA)）

― ―
＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲

○ ―
中央制御室放射線計測設備
（可搬型ダストサンプラ）

― ― ―

○

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放
射線計測設備
（ガンマ線用サーベイメータ（SA））
（アルファ・ベータ線用サーベイメータ（SA)）

― ― ―
＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲

○
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放
射線計測設備
（可搬型ダストサンプラ）

― ― ― ―

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書 【制御室放射線計測設備の個数及び容量】
制御室放射線計測設備の個数について説明する。

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書 【制御室放射線計測設備の機能に関する基本方
針】
制御室に設ける制御室放射線計測設備の設備構成
等の概要を説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

【制御室放射線計測設備の位置的分散】
制御室放射線計測設備の多様性，位置的分散等に
係る設計方針について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【制御室環境測定設備の環境条件等】
制御室環境測定設備の設計の前提条件となる環境
条件等についての説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
（2）試験・検査性

【制御室環境測定設備の試験・検査性】
制御室環境測定設備の試験・検査性に係る設計方
針について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

130

　中央制御室放射線計測設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる
制御建屋に保管し，風(台風)等により重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。 設置要求

制御室（制御室放射線計測設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件
等）

― ― ― ― ―

131

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，外部
からの衝撃による損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管
し，風(台風)等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。

設置要求

制御室（制御室放射線計測設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件
等）

― ― ― ― ―

132

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる中央制御室放射線計測設
備は，「第1章　共通事項」の「3. 自然現象」の「3.1 地震による損傷の
防止」に基づく設計とすることで，重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。

設置要求

制御室（制御室放射線計測設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（環境条件

等）
― ― ― ― ―

133

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，「第1章　共通事項」の「3. 自
然現象」の「3.1 地震による損傷の防止」に基づく設計とすることで，重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

制御室（制御室放射線計測設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（環境条件

等）
― ― ― ― ―

134

　中央制御室放射線計測設備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，制御建
屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 設置要求

制御室（制御室放射線計測設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件
等）

― ― ― ― ―

135

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，内部
発生飛散物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の内部発生飛散
物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

制御室（制御室放射線計測設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（環境条件

等）
― ― ― ― ―

136

　中央制御室放射線計測設備は，配管の全周破断に対して，漏えいした放
射性物質を含む腐食性の液体(溶液，有機溶媒等)の影響を受けない位置に
保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。

設置要求

制御室（制御室放射線計測設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（環境条件
等）

― ― ― ― ―

137

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，配管
の全周破断に対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体(溶液，
有機溶媒等)の影響を受けない位置に保管することにより，重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

制御室（制御室放射線計測設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（環境条件

等）
― ― ― ― ―

138

　中央制御室放射線計測設備は，通常時において，重大事故等への対処に
必要な機能を確認するため，外観点検，分解点検が可能な設計とする。ま
た，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

設置要求

制御室（制御室放射線計測設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（試験・検査

性）
― ― ― ― ―

139

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，通常
時において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，外観点
検，分解点検が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するた
め，保修等が可能な設計とする。

設置要求

制御室（制御室放射線計測設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図） 設計方針（試験・検査

性）
― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
（2）試験・検査性

【制御室放射線計測設備の試験・検査性】
制御室放射線計測設備の試験・検査性に係る設計
方針について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【制御室放射線計測設備の環境条件等】
制御室放射線計測設備の設計の前提条件となる環
境条件等についての説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

130

　中央制御室放射線計測設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる
制御建屋に保管し，風(台風)等により重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。 設置要求

131

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，外部
からの衝撃による損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管
し，風(台風)等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。

設置要求

132

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる中央制御室放射線計測設
備は，「第1章　共通事項」の「3. 自然現象」の「3.1 地震による損傷の
防止」に基づく設計とすることで，重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。

設置要求

133

　地震を要因として発生した場合に対処に用いる使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，「第1章　共通事項」の「3. 自
然現象」の「3.1 地震による損傷の防止」に基づく設計とすることで，重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

134

　中央制御室放射線計測設備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，制御建
屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 設置要求

135

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，内部
発生飛散物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の内部発生飛散
物の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

136

　中央制御室放射線計測設備は，配管の全周破断に対して，漏えいした放
射性物質を含む腐食性の液体(溶液，有機溶媒等)の影響を受けない位置に
保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。

設置要求

137

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，配管
の全周破断に対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体(溶液，
有機溶媒等)の影響を受けない位置に保管することにより，重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

138

　中央制御室放射線計測設備は，通常時において，重大事故等への対処に
必要な機能を確認するため，外観点検，分解点検が可能な設計とする。ま
た，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とする。

設置要求

139

　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，通常
時において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，外観点
検，分解点検が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するた
め，保修等が可能な設計とする。

設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

○ ― 中央制御室放射線計測設備 ― ― ―

○
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放
射線計測設備

― ― ― ―

○ ― 中央制御室放射線計測設備 ― ― ―

○
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放
射線計測設備

― ― ― ―

○ ― 中央制御室放射線計測設備 ― ― ―

○
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放
射線計測設備

― ― ― ―

○ ― 中央制御室放射線計測設備 ― ― ―

○
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放
射線計測設備

― ― ― ―

○ ― 中央制御室放射線計測設備 ― ― ―

○
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放
射線計測設備

― ― ― ―

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
（2）試験・検査性

【制御室放射線計測設備の試験・検査性】
制御室放射線計測設備の試験・検査性に係る設計
方針について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【制御室放射線計測設備の環境条件等】
制御室放射線計測設備の設計の前提条件となる環
境条件等についての説明する。
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第51条：通信連絡を行うための設備 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第51条 通信連絡を行うために必要な設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第2章　個別項目
7.　その他再処理設備の附属施設
7.15　通信連絡設備
7.15.2　重大事故等対処施設
再処理事業所には，重大事故等が発生した場合において再処理事業所の内
外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備と
して，通信連絡設備及び代替通信連絡設備を設ける設計とする。

設置要求 通信連絡設備 基本方針 ― ― ― ― ―

2
代替通信連絡設備は，代替電源設備（電池等の予備電源設備を含む。）か
らの給電を可能とした設計とする。

設置要求 通信連絡設備 基本方針 ― ― ― ― ―

3
通信連絡設備は，所内通信連絡設備，所内データ伝送設備，所外通信連絡
設備及び所外データ伝送設備で構成する。

設置要求 通信連絡設備 基本方針 ― ― ― ― ―

6
情報把握計装設備の設計方針については，第2章　個別項目の「4.計測制
御系統施設」に示す。

冒頭宣言 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

8
代替モニタリング設備及び代替気象観測設備の設計方針については，第2
章　個別項目の「6.放射線管理施設」に示す。

冒頭宣言 ― 基本方針 ― ― ― ― ― ― ―

9

設計基準対象の施設と兼用する所内通信連絡設備のページング装置，所内
携帯電話，専用回線電話，一般加入電話及びファクシミリを常設重大事故
等対処設備として位置付け，重大事故等が発生した場合において，再処理
事業所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う設計とする。

設置要求

ページング装置
所内携帯電話
専用回線電話
一般加入電話
ファクシミリ

設計方針

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
　3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
　　3.1.1 ページング装置
　　3.1.2 所内携帯電話
　　3.1.3 専用回線電話
　　3.1.4 一般加入電話
　　3.1.5 ファクシミリ

【3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）】
重大事故等対処設備として位置付ける所内通信連
絡設備の構成について説明する。

【3.1.1 ページング装置】
ページング装置を重大事故等対処設備として位置
付けることを説明する。

【3.1.2 所内携帯電話】
所内携帯電話を重大事故等対処設備として位置付
けることを説明する。

【3.1.3 専用回線電話】
専用回線電話を重大事故等対処設備として位置付
けることを説明する。

【3.1.4 一般加入電話】
一般加入電話を重大事故等対処設備として位置付
けることを説明する。

【3.1.5 ファクシミリ】
ファクシミリを重大事故等対処設備として位置付
けることを説明する。

― ― ― ― ―

― ― ― ―

―

―

【3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）】
緊急時対策所へデータ伝送するための設備の構成
について説明する。

【3.4.1.1　可搬型排気モニタリング設備】
・可搬型排気モニタリング設備の測定値のデータ
伝送について説明する。

【3.4.2.1　可搬型環境モニタリング設備】
・可搬型環境モニタリング設備の測定値のデータ
伝送について説明する。

【3.7.1　可搬型気象観測設備】
・可搬型気象観測設備の観測値のデータ伝送につ
いて説明する。

―

4

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所内の通信連絡をする必
要のある場所と通信連絡を行うため，及び計測等を行ったパラメータを再
処理事業所内の必要な場所で共有するための代替通信連絡設備として，代
替通話系統，可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラン
シーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ
（屋外用）を設ける設計とする。

計測制御系統施設（計装設備）
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

放射線管理施設（代替モニタリング設備）
（許可文中、第8.2-3表(1)）
放射線管理施設（代替気象観測設備）
（許可文中、第8.2-3表(1)）

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

設計方針
（設備構成）

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
　3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）

Ⅵ-1-4-1　放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.　放射線管理施設の構成
　3.4　代替モニタリング設備
　　3.4.1　代替排気モニタリング設備
　　　3.4.1.1　可搬型排気モニタリング設備
　　3.4.2　代替環境モニタリング設備
　　　3.4.2.1　可搬型環境モニタリング設備

　3.7　代替気象観測設備
　　3.7.1　可搬型気象観測設備

7

緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデータを伝送するため
の設備として，代替モニタリング設備の一部である可搬型排気モニタリン
グ用データ伝送装置及び可搬型環境モニタリング用データ伝送装置並びに
代替気象観測設備の一部である可搬型気象観測用データ伝送装置を配備す
る設計とする。

機能要求①

設置要求

5
緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデータを伝送するため
の設備として，情報把握計装設備の一部である情報把握計装設備用屋内伝
送系統等を設置する設計とする。

機能要求①
設計方針
（設備構成）

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
　3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3. 大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生
した場合の必要な情報を把握するための詳細設計
　3.1監視パラメータ
　3.2設備構成
　　3.2.1　計測装置

代替通話系統
可搬型通話装置
可搬型衛星電話（屋内用）
可搬型トランシーバ（屋内用）
可搬型衛星電話（屋外用）
可搬型トランシーバ（屋外用）

基本方針
設計方針

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
　3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
　　3.1.6　代替通話系統及び可搬型通話装置
　　3.1.7 可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型
衛星電話（屋外用）
　　3.1.8 可搬型トランシーバ（屋内用）及び可
搬型トランシーバ（屋外用）

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

【3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）】
代替通信連絡設備の構成について説明する。

【3.1.6　代替通話系統及び可搬型通話装置】
代替通話系統及び可搬型通話装置の構成について
説明する。

【3.1.7 可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛
星電話（屋外用）】
可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話
（屋外用）の構成について説明する。

【3.1.8 可搬型トランシーバ（屋内用）及び可搬
型トランシーバ（屋外用）】
可搬型トランシーバ（屋内用）及び可搬型トラン
シーバ（屋外用）の構成について説明する。

【3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）】
緊急時対策所へデータ伝送するための設備の構成
について説明する。

【3. 大型航空機の衝突その他のテロリズムが発
生した場合の必要な情報を把握するための詳細設
計】
・各設備の詳細設計について説明する。
・監視パラメータの記録及び保存するための構成
について，説明する。

― ― ― ―

― ― ― ―

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
1.概要

2.基本方針
　2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
　2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）

【2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）】
通信連絡設備の設計の基本方針について説明す
る。

【2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
通信連絡設備の設計の基本方針について説明す
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第51条 通信連絡を行うために必要な設備）

別紙２

1

第2章　個別項目
7.　その他再処理設備の附属施設
7.15　通信連絡設備
7.15.2　重大事故等対処施設
再処理事業所には，重大事故等が発生した場合において再処理事業所の内
外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備と
して，通信連絡設備及び代替通信連絡設備を設ける設計とする。

設置要求 通信連絡設備 基本方針

2
代替通信連絡設備は，代替電源設備（電池等の予備電源設備を含む。）か
らの給電を可能とした設計とする。

設置要求 通信連絡設備 基本方針

3
通信連絡設備は，所内通信連絡設備，所内データ伝送設備，所外通信連絡
設備及び所外データ伝送設備で構成する。

設置要求 通信連絡設備 基本方針

6
情報把握計装設備の設計方針については，第2章　個別項目の「4.計測制
御系統施設」に示す。

冒頭宣言 ― ―

8
代替モニタリング設備及び代替気象観測設備の設計方針については，第2
章　個別項目の「6.放射線管理施設」に示す。

冒頭宣言 ― 基本方針

9

設計基準対象の施設と兼用する所内通信連絡設備のページング装置，所内
携帯電話，専用回線電話，一般加入電話及びファクシミリを常設重大事故
等対処設備として位置付け，重大事故等が発生した場合において，再処理
事業所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う設計とする。

設置要求

ページング装置
所内携帯電話
専用回線電話
一般加入電話
ファクシミリ

設計方針

4

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所内の通信連絡をする必
要のある場所と通信連絡を行うため，及び計測等を行ったパラメータを再
処理事業所内の必要な場所で共有するための代替通信連絡設備として，代
替通話系統，可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラン
シーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ
（屋外用）を設ける設計とする。

計測制御系統施設（計装設備）
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

放射線管理施設（代替モニタリング設備）
（許可文中、第8.2-3表(1)）
放射線管理施設（代替気象観測設備）
（許可文中、第8.2-3表(1)）

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

設計方針
（設備構成）

7

緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデータを伝送するため
の設備として，代替モニタリング設備の一部である可搬型排気モニタリン
グ用データ伝送装置及び可搬型環境モニタリング用データ伝送装置並びに
代替気象観測設備の一部である可搬型気象観測用データ伝送装置を配備す
る設計とする。

機能要求①

設置要求

5
緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデータを伝送するため
の設備として，情報把握計装設備の一部である情報把握計装設備用屋内伝
送系統等を設置する設計とする。

機能要求①
設計方針
（設備構成）

代替通話系統
可搬型通話装置
可搬型衛星電話（屋内用）
可搬型トランシーバ（屋内用）
可搬型衛星電話（屋外用）
可搬型トランシーバ（屋外用）

基本方針
設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

〇 ― 通信連絡設備 通信連絡設備 ― ―

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 通信連絡設備 ― ―

― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ―

〇 ―

ページング装置
所内携帯電話
専用回線電話
一般加入電話
ファクシミリ

ページング装置
所内携帯電話 ― ―

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
2.基本方針
　2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）

3.施設の詳細設計方針
　3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
　　3.1.1 ページング装置
　　3.1.2 所内携帯電話
　　3.1.3 専用回線電話
　　3.1.4 一般加入電話
　　3.1.5 ファクシミリ

【所内通信連絡設備の構成】
重大事故等対処設備として位置付ける所内通信連
絡設備の構成について説明する。

〇 ―

代替通話系統
可搬型通話装置
可搬型衛星電話（屋内用）
可搬型トランシーバ（屋内用）
可搬型衛星電話（屋外用）
可搬型トランシーバ（屋外用）

― ― ―

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
2.基本方針
　2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）

3.施設の詳細設計方針
　3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
　　3.1.6　代替通話系統及び可搬型通話装置
　　3.1.7 可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型
衛星電話（屋外用）
　　3.1.8 可搬型トランシーバ（屋内用）及び可
搬型トランシーバ（屋外用）

【代替通信連絡設備の構成】
代替通信連絡設備の構成について説明する。

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
1.概要

2.基本方針
　2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
　2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）

― ―

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
2.基本方針
　2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）

Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
3. 大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生
した場合の必要な情報を把握するための詳細設計
　3.1監視パラメータ
　3.2設備構成
　　3.2.1　計測装置

【緊急時対策所へデータ伝送するための設備の構
成について】
緊急時対策所へデータ伝送するための設備の構成
について説明する。

【3. 大型航空機の衝突その他のテロリズムが発
生した場合の必要な情報を把握するための詳細設
計】
・各設備の詳細設計について説明する。
・監視パラメータの記録及び保存するための構成
について，説明する。

【緊急時対策所へデータ伝送するための設備の構
成について】
緊急時対策所へデータ伝送するための設備の構成
について説明する。

【3.4.1.1　可搬型排気モニタリング設備】
・可搬型排気モニタリング設備の測定値のデータ
伝送について説明する。

【3.4.2.1　可搬型環境モニタリング設備】
・可搬型環境モニタリング設備の測定値のデータ
伝送について説明する。

【3.7.1　可搬型気象観測設備】
・可搬型気象観測設備の観測値のデータ伝送につ
いて説明する。

〇 ―

放射線管理施設（代替モニタリング設備）
（許可文中、第8.2-3表(1)）
放射線管理施設（代替気象観測設備）
（許可文中、第8.2-3表(1)）

― ― ―

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
2.基本方針
　2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）

Ⅵ-1-4-1　放射線管理施設の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

3.　放射線管理施設の構成
　3.4　代替モニタリング設備
　　3.4.1　代替排気モニタリング設備
　　　3.4.1.1　可搬型排気モニタリング設備
　　3.4.2　代替環境モニタリング設備
　　　3.4.2.1　可搬型環境モニタリング設備

　3.7　代替気象観測設備
　　3.7.1　可搬型気象観測設備

第２回

【通信連絡設備の設計の基本方針】
通信連絡設備の設計の基本方針について説明す
る。

〇 ―
計測制御系統施設（計装設備）
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第51条 通信連絡を行うために必要な設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

10

設計基準対象の施設と兼用する所内データ伝送設備のプロセスデータ伝送
サーバ，放射線管理用計算機，環境中継サーバ及び総合防災盤を常設重大
事故等対処設備として位置付け，重大事故等が発生した場合において，計
測等を行ったパラメータを再処理事業所内の必要な場所で共有する設計と
する。

設置要求

プロセスデータ伝送サーバ
放射線管理用計算機
環境中継サーバ
総合防災盤

設計方針

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
　3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
　　3.1.9 所内データ伝送設備

【3.1.9 所内データ伝送設備】
重大事故等対処設備として位置付ける所内データ
伝送設備の構成について説明する。

― ― ― ― ―

11
代替通話系統は，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に設置し，可搬型通話装
置を接続して使用可能な設計とする。

設置要求 通信連絡設備 設計方針

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
　3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
　　3.1.6　代替通話系統及び可搬型通話装置

【3.1.6　代替通話系統及び可搬型通話装置】
代替通話系統及び可搬型通話装置の使用方法につ
いて説明する。

― ― ― ― ―

12

可搬型通話装置は，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋内で必要な連絡を行う
際に使用するものであり，可搬型通話装置の端末を代替通話系統に接続す
ることで，代替通話系統を通じて可搬型通話装置の端末間で通信連絡を行
うことができる設計とする。

設置要求 通信連絡設備 設計方針

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
　3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
　　3.1.6　代替通話系統及び可搬型通話装置

【3.1.6　代替通話系統及び可搬型通話装置】
代替通話系統及び可搬型通話装置の使用方法につ
いて説明する。

― ― ― ― ―

13 可搬型通話装置は，制御建屋及び外部保管エリアに保管する設計とする。 設置要求 通信連絡設備 設計方針

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
　3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
　　3.1.6　代替通話系統及び可搬型通話装置

【3.1.6　代替通話系統及び可搬型通話装置】
可搬型通話装置の保管場所について説明する。

― ― ― ― ―

14

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星
電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋，制御建屋，緊急時対策建屋及び外部保管エリアに保管する
設計とする。

設置要求 通信連絡設備 設計方針 ― ― ― ― ―

15

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）は，ハンド
セットを中央制御室，緊急時対策所並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室に配備し，屋外に配備したアンテナと接続することによ
り，屋内で使用できる設計とする。

設置要求 通信連絡設備 設計方針 ― ― ― ― ―

16 可搬型通話装置は，乾電池で動作可能な設計とする。 設置要求 通信連絡設備 設計方針

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
　3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
　　3.1.6　代替通話系統及び可搬型通話装置

【3.1.6　代替通話系統及び可搬型通話装置】
可搬型通話装置の電源について説明する。

― ― ― ― ―

17

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星
電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，充電池で動作可能
な設計とする。さらに，可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシー
バ（屋内用）は，代替電源設備の制御建屋可搬型発電機，使用済燃料の受
入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機又は緊急時対策建屋電源設備である緊
急時対策建屋用発電機から受電し，動作可能な設計とする。

設置要求 通信連絡設備 設計方針

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
　3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
　　3.1.7 可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型
衛星電話（屋外用）
　　3.1.8 可搬型トランシーバ（屋内用）及び可
搬型トランシーバ（屋外用）

【3.1.7 可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛
星電話（屋外用）】
可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話
（屋外用）の電源について説明する。

【3.1.8 可搬型トランシーバ（屋内用）及び可搬
型トランシーバ（屋外用）】
可搬型トランシーバ（屋内用）及び可搬型トラン
シーバ（屋外用）の電源について説明する。

― ― ― ― ―

18

乾電池を用いるものについては7日間以上継続して通話ができる設計とす
る。また，充電池を用いるものについては，代替電源設備の制御建屋可搬
型発電機，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機又は緊急時
対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発電機にて充電又は受電することで
7日間以上継続して通話ができる設計とする。

設置要求 通信連絡設備 設計方針

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
　3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
　　3.1.6　代替通話系統及び可搬型通話装置
　　3.1.7 可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型
衛星電話（屋外用）
　　3.1.8 可搬型トランシーバ（屋内用）及び可
搬型トランシーバ（屋外用）

【3.1.6　代替通話系統及び可搬型通話装置】
可搬型通話装置の電源について説明する。

【3.1.7 可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛
星電話（屋外用）】
可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話
（屋外用）の電源について説明する。

【3.1.8 可搬型トランシーバ（屋内用）及び可搬
型トランシーバ（屋外用）】
可搬型トランシーバ（屋内用）及び可搬型トラン
シーバ（屋外用）の電源について説明する。

― ― ― ― ―

19
代替通信連絡設備のうち可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話
（屋外用）は，MOX燃料加工施設と共用する。

設置要求 通信連絡設備
設計方針（悪影響防
止）

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書

【代替通信連絡設備の共用】
代替通信連絡設備の共用について説明する。

― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
　3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
　　3.1.7 可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型
衛星電話（屋外用）
　　3.1.8 可搬型トランシーバ（屋内用）及び可
搬型トランシーバ（屋外用）

【3.1.7 可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛
星電話（屋外用）】
可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話
（屋外用）の保管場所について説明する。

【3.1.8 可搬型トランシーバ（屋内用）及び可搬
型トランシーバ（屋外用）】
可搬型トランシーバ（屋内用）及び可搬型トラン
シーバ（屋外用）の保管場所について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第51条 通信連絡を行うために必要な設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

10

設計基準対象の施設と兼用する所内データ伝送設備のプロセスデータ伝送
サーバ，放射線管理用計算機，環境中継サーバ及び総合防災盤を常設重大
事故等対処設備として位置付け，重大事故等が発生した場合において，計
測等を行ったパラメータを再処理事業所内の必要な場所で共有する設計と
する。

設置要求

プロセスデータ伝送サーバ
放射線管理用計算機
環境中継サーバ
総合防災盤

設計方針

11
代替通話系統は，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に設置し，可搬型通話装
置を接続して使用可能な設計とする。

設置要求 通信連絡設備 設計方針

12

可搬型通話装置は，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋内で必要な連絡を行う
際に使用するものであり，可搬型通話装置の端末を代替通話系統に接続す
ることで，代替通話系統を通じて可搬型通話装置の端末間で通信連絡を行
うことができる設計とする。

設置要求 通信連絡設備 設計方針

13 可搬型通話装置は，制御建屋及び外部保管エリアに保管する設計とする。 設置要求 通信連絡設備 設計方針

14

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星
電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋，制御建屋，緊急時対策建屋及び外部保管エリアに保管する
設計とする。

設置要求 通信連絡設備 設計方針

15

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）は，ハンド
セットを中央制御室，緊急時対策所並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室に配備し，屋外に配備したアンテナと接続することによ
り，屋内で使用できる設計とする。

設置要求 通信連絡設備 設計方針

16 可搬型通話装置は，乾電池で動作可能な設計とする。 設置要求 通信連絡設備 設計方針

17

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星
電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，充電池で動作可能
な設計とする。さらに，可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシー
バ（屋内用）は，代替電源設備の制御建屋可搬型発電機，使用済燃料の受
入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機又は緊急時対策建屋電源設備である緊
急時対策建屋用発電機から受電し，動作可能な設計とする。

設置要求 通信連絡設備 設計方針

18

乾電池を用いるものについては7日間以上継続して通話ができる設計とす
る。また，充電池を用いるものについては，代替電源設備の制御建屋可搬
型発電機，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機又は緊急時
対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発電機にて充電又は受電することで
7日間以上継続して通話ができる設計とする。

設置要求 通信連絡設備 設計方針

19
代替通信連絡設備のうち可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話
（屋外用）は，MOX燃料加工施設と共用する。

設置要求 通信連絡設備
設計方針（悪影響防
止）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 ―

プロセスデータ伝送サーバ
放射線管理用計算機
環境中継サーバ
総合防災盤

― ― ―

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
2.基本方針
　2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）

3.施設の詳細設計方針
　3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
　　3.1.9 所内データ伝送設備

【所内データ伝送設備の構成】
重大事故等対処設備として位置付ける所内データ
伝送設備の構成について説明する。

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
　3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
　　3.1.6　代替通話系統及び可搬型通話装置

【代替通信連絡設備の使用方法】
代替通信連絡設備の使用方法について説明する。

【代替通信連絡設備の設置場所及び保管場所】
代替通信連絡設備の設置場所及び保管場所につい
て説明する。

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
　3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
　　3.1.6　代替通話系統及び可搬型通話装置

【代替通信連絡設備の使用方法】
代替通信連絡設備の使用方法について説明する。

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
　3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
　　3.1.6　代替通話系統及び可搬型通話装置

【代替通信連絡設備の設置場所及び保管場所】
代替通信連絡設備の設置場所及び保管場所につい
て説明する。

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―
【代替通信連絡設備の設置場所及び保管場所】
代替通信連絡設備の設置場所及び保管場所につい
て説明する。

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―
【代替通信連絡設備の使用方法】
代替通信連絡設備の使用方法について説明する。

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
　3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
　　3.1.6　代替通話系統及び可搬型通話装置

【代替通信連絡設備の電源】
代替通信連絡設備の電源について説明する。

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
　3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
　　3.1.7 可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型
衛星電話（屋外用）
　　3.1.8 可搬型トランシーバ（屋内用）及び可
搬型トランシーバ（屋外用）

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
　3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
　　3.1.6　代替通話系統及び可搬型通話装置
　　3.1.7 可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型
衛星電話（屋外用）
　　3.1.8 可搬型トランシーバ（屋内用）及び可
搬型トランシーバ（屋外用）

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書

【代替通信連絡設備の共用】
代替通信連絡設備の共用について説明する。

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
　3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
　　3.1.7 可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型
衛星電話（屋外用）
　　3.1.8 可搬型トランシーバ（屋内用）及び可
搬型トランシーバ（屋外用）

【代替通信連絡設備の電源】
代替通信連絡設備の電源について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第51条 通信連絡を行うために必要な設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

21

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所外の通信連絡をする必
要のある場所と通信連絡を行うため，及び計測等を行ったパラメータを再
処理事業所外の必要な場所で共有するための代替通信連絡設備として，統
合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力防災ネットワークIP-FAX，
統合原子力防災ネットワークTV会議システム，データ伝送設備，可搬型衛
星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外用）を設ける設計とする。

設置要求

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話
統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ
統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム
データ伝送設備
可搬型衛星電話（屋内用）
可搬型衛星電話（屋外用）

基本方針
設計方針

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
　3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）
　　3.2.1 統合原子力防災ネットワークＩＰ電
話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，
統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム
　　3.2.6 可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型
衛星電話（屋外用）
　　3.2.7 所外データ伝送設備

【3.2.1 統合原子力防災ネットワークIP電話，統
合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防
災ネットワークTV会議システム】
統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力
防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネット
ワークTV会議システムの構成を説明する。

【3.2.6 可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛
星電話（屋外用）】
可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話
（屋外用）の構成を説明する。

【3.2.7 所外データ伝送設備】
所外データ伝送設備の構成を説明する。

― ― ― ― ―

22

設計基準対象の施設と兼用する所外通信連絡設備の統合原子力防災ネット
ワークIP電話，統合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネッ
トワークTV会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及
びファクシミリを常設重大事故等対処設備として位置付け，重大事故等が
発生した場合において，再処理事業所外の通信連絡をする必要のある場所
と通信連絡を行う設計とする。

設置要求

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話
統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ
統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム
一般加入電話
一般携帯電話
衛星携帯電話
ファクシミリ

設計方針

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
　3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）
　　3.2.1 統合原子力防災ネットワークＩＰ電
話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，
統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム
　　3.2.2 一般加入電話
　　3.2.3 一般携帯電話
　　3.2.4衛星携帯電話
　　3.2.5 ファクシミリ

【3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
重大事故等対処設備として位置付ける所外通信連
絡設備の構成について説明する。

【3.2.1 統合原子力防災ネットワークIP電話，統
合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防
災ネットワークTV会議システム】
統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力
防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネット
ワークTV会議システムを重大事故等対処設備とし
て位置付けることを説明する。

【3.2.2 一般加入電話 】
一般加入電話を重大事故等対処設備として位置付
けることを説明する。

【3.2.3 一般携帯電話】
一般携帯電話を重大事故等対処設備として位置付
けることを説明する。

【3.2.4 衛星携帯電話】
衛星携帯電話を重大事故等対処設備として位置付
けることを説明する。

― ― ― ― ―

23

設計基準対象の施設と兼用する所外データ伝送設備のデータ伝送設備を常
設重大事故等対処設備として位置付け，重大事故等が発生した場合におい
て，計測等を行ったパラメータを再処理事業所外の必要な場所で共有する
設計とする。

設置要求 データ伝送設備 設計方針

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
　3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）
　　3.2.7 所外データ伝送設備

【3.2.7 所外データ伝送設備】
データ伝送設備を重大事故等対処設備として位置
付けることを説明する。

― ― ― ― ―

24
統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力防災ネットワークIP-
FAX，合原子力防災ネットワークTV会議システム及びデータ伝送設備は，
緊急時対策建屋に設置する設計とする。

設置要求 通信連絡設備 設計方針

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
　3.2 通信連絡設備（再処理事業所外)
　　3.2.1 統合原子力防災ネットワークＩＰ電
話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，
統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム
　　3.2.7 所外データ伝送設備

【3.2.1 統合原子力防災ネットワークIP電話，統
合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防
災ネットワークTV会議システム】
統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力
防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネット
ワークTV会議システムの設置場所を説明する。

【3.2.7 所外データ伝送設備】
データ伝送設備の設置場所を説明する。

― ― ― ― ―

25
可搬型衛星電話（屋内用）は，緊急時対策建屋及び外部保管エリアに保管
する設計とする。

設置要求 通信連絡設備 設計方針 ― ― ― ― ―

26
可搬型衛星電話（屋外用）は，制御建屋及び外部保管エリアに保管する設
計とする。

設置要求 通信連絡設備 設計方針 ― ― ― ― ―

27
可搬型衛星電話（屋内用）は，ハンドセットを緊急時対策建屋に配備し，
屋外に配備したアンテナと接続することにより，屋内で使用できる設計と
する。

設置要求 通信連絡設備 設計方針

【3.2.6 可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛
星電話（屋外用）】
可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話
（屋外用）の使用方法について説明する。

― ― ― ― ―

― ― ― ―

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
　3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）
　　3.2.6 可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型
衛星電話（屋外用）

【3.2.6 可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛
星電話（屋外用）】
可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話
（屋外用）の保管場所について説明する。

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
2.基本設計方針
　2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
3.施設の詳細設計方針
　3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）

【2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）】
所内通信連絡設備及び代替通信連絡設備は，重大
事故等への対処が開始されている状態で,化学物
質の漏えい又は異臭等の異常を確認した者（立会
人，公的機関から情報を入手した者等）が中央制
御室の実施組織要員（実施責任者）に有毒ガスの
発生を連絡する場合，中央制御室の実施組織要員
（実施責任者）から中央制御室，屋外及び屋内の
実施組織要員に有毒ガスの発生を連絡する場合，
中央制御室の実施組織要員（実施責任者）から使
用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の実
施組織要員に有毒ガスの発生を連絡する場合及び
中央制御室の実施組織要員（実施責任者）から緊
急時対策所の重大事故等の対処に必要な指示を行
う要員（非常時対策組織本部の本部長）に有毒ガ
スの発生を連絡する場合においても使用する。

【3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）】
所内通信連絡設備は，第1表に示すとおり化学物
質の漏えい又は異臭等の異常を確認した者（立会
人，公的機関から情報を入手した者等）が中央制
御室の運転員（統括当直長）に有毒ガスの発生を
連絡する場合，中央制御室の運転員（統括当直
長）から中央制御室，屋外及び屋内の運転員に有
毒ガスの発生を連絡する場合，中央制御室の運転
員（統括当直長）から使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設の制御室の運転員に有毒ガスの発生を
連絡する場合及び中央制御室の運転員（統括当直
長）から緊急時対策所の設計基準事故並びに重大
事故等の対処に必要な指示を行う要員（非常時対
策組織本部の本部長）に有毒ガスの発生を連絡す
る場合においても使用する。

―20

所内通信連絡設備及び代替通信連絡設備は，重大事故等への対処が開始さ
れている状態で,化学物質の漏えい又は異臭等の異常を確認した者（立会
人，公的機関から情報を入手した者等）が中央制御室の実施組織要員（実
施責任者）に有毒ガスの発生を連絡する場合，中央制御室の実施組織要員
（実施責任者）から中央制御室，屋外及び屋内の実施組織要員に有毒ガス
の発生を連絡する場合，中央制御室の実施組織要員（実施責任者）から使
用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の実施組織要員に有毒ガスの
発生を連絡する場合及び中央制御室の実施組織要員（実施責任者）から緊
急時対策所の重大事故等の対処に必要な指示を行う要員（非常時対策組織
本部の本部長）に有毒ガスの発生を連絡する場合においても使用する。

設置要求 通信連絡設備
基本方針
設計方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第51条 通信連絡を行うために必要な設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

21

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所外の通信連絡をする必
要のある場所と通信連絡を行うため，及び計測等を行ったパラメータを再
処理事業所外の必要な場所で共有するための代替通信連絡設備として，統
合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力防災ネットワークIP-FAX，
統合原子力防災ネットワークTV会議システム，データ伝送設備，可搬型衛
星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外用）を設ける設計とする。

設置要求

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話
統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ
統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム
データ伝送設備
可搬型衛星電話（屋内用）
可搬型衛星電話（屋外用）

基本方針
設計方針

22

設計基準対象の施設と兼用する所外通信連絡設備の統合原子力防災ネット
ワークIP電話，統合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネッ
トワークTV会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及
びファクシミリを常設重大事故等対処設備として位置付け，重大事故等が
発生した場合において，再処理事業所外の通信連絡をする必要のある場所
と通信連絡を行う設計とする。

設置要求

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話
統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ
統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム
一般加入電話
一般携帯電話
衛星携帯電話
ファクシミリ

設計方針

23

設計基準対象の施設と兼用する所外データ伝送設備のデータ伝送設備を常
設重大事故等対処設備として位置付け，重大事故等が発生した場合におい
て，計測等を行ったパラメータを再処理事業所外の必要な場所で共有する
設計とする。

設置要求 データ伝送設備 設計方針

24
統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力防災ネットワークIP-
FAX，合原子力防災ネットワークTV会議システム及びデータ伝送設備は，
緊急時対策建屋に設置する設計とする。

設置要求 通信連絡設備 設計方針

25
可搬型衛星電話（屋内用）は，緊急時対策建屋及び外部保管エリアに保管
する設計とする。

設置要求 通信連絡設備 設計方針

26
可搬型衛星電話（屋外用）は，制御建屋及び外部保管エリアに保管する設
計とする。

設置要求 通信連絡設備 設計方針

27
可搬型衛星電話（屋内用）は，ハンドセットを緊急時対策建屋に配備し，
屋外に配備したアンテナと接続することにより，屋内で使用できる設計と
する。

設置要求 通信連絡設備 設計方針

20

所内通信連絡設備及び代替通信連絡設備は，重大事故等への対処が開始さ
れている状態で,化学物質の漏えい又は異臭等の異常を確認した者（立会
人，公的機関から情報を入手した者等）が中央制御室の実施組織要員（実
施責任者）に有毒ガスの発生を連絡する場合，中央制御室の実施組織要員
（実施責任者）から中央制御室，屋外及び屋内の実施組織要員に有毒ガス
の発生を連絡する場合，中央制御室の実施組織要員（実施責任者）から使
用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の実施組織要員に有毒ガスの
発生を連絡する場合及び中央制御室の実施組織要員（実施責任者）から緊
急時対策所の重大事故等の対処に必要な指示を行う要員（非常時対策組織
本部の本部長）に有毒ガスの発生を連絡する場合においても使用する。

設置要求 通信連絡設備
基本方針
設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 ―

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話
統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ
統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム
データ伝送設備
可搬型衛星電話（屋内用）
可搬型衛星電話（屋外用）

― ― ―

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
2.基本方針
　2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）

3.施設の詳細設計方針
　3.2 通信連絡設備（再処理事業所外
　　3.2.1 統合原子力防災ネットワークＩＰ電
話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，
統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム
　　3.2.6 可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型
衛星電話（屋外用）
　　3.2.7 所外データ伝送設備

【代替通信連絡設備の構成】
代替通信連絡設備の構成について説明する。

〇 ―

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話
統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ
統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム
一般加入電話
一般携帯電話
衛星携帯電話
ファクシミリ

― ― ―

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
2.基本方針
　2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）

3.施設の詳細設計方針
　3.2 通信連絡設備（再処理事業所外
　　3.2.1 統合原子力防災ネットワークＩＰ電
話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，
統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム
　　3.2.2 一般加入電話
　　3.2.3 一般携帯電話
　　3.2.4衛星携帯電話
　　3.2.5 ファクシミリ

【所外通信連絡設備の構成】
重大事故等対処設備として位置付ける所外通信連
絡設備の構成について説明する。

〇 ― データ伝送設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
2.基本方針
　2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）

3.施設の詳細設計方針
　3.2 通信連絡設備（再処理事業所外
　　3.2.7 所外データ伝送設備

【所外データ伝送設備の構成】
重大事故等対処設備として位置付ける所外データ
伝送設備の構成について説明する。

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
　3.2 通信連絡設備（再処理事業所外)
　　3.2.1 統合原子力防災ネットワークＩＰ電
話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，
統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム
　　3.2.7 所外データ伝送設備

【代替通信連絡設備の設置場所及び保管場所】
代替通信連絡設備の設置場所及び保管場所につい
て説明する。

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―
【代替通信連絡設備の使用方法】
代替通信連絡設備の使用方法について説明する。

―

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
2.基本設計方針
　2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）
3.施設の詳細設計方針
　3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）

【2.1 通信連絡設備（再処理事業所内）】
所内通信連絡設備及び代替通信連絡設備は，重大
事故等への対処が開始されている状態で,化学物
質の漏えい又は異臭等の異常を確認した者（立会
人，公的機関から情報を入手した者等）が中央制
御室の実施組織要員（実施責任者）に有毒ガスの
発生を連絡する場合，中央制御室の実施組織要員
（実施責任者）から中央制御室，屋外及び屋内の
実施組織要員に有毒ガスの発生を連絡する場合，
中央制御室の実施組織要員（実施責任者）から使
用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の実
施組織要員に有毒ガスの発生を連絡する場合及び
中央制御室の実施組織要員（実施責任者）から緊
急時対策所の重大事故等の対処に必要な指示を行
う要員（非常時対策組織本部の本部長）に有毒ガ
スの発生を連絡する場合においても使用する。

【3.1 通信連絡設備（再処理事業所内）】
所内通信連絡設備は，第1表に示すとおり化学物
質の漏えい又は異臭等の異常を確認した者（立会
人，公的機関から情報を入手した者等）が中央制
御室の運転員（統括当直長）に有毒ガスの発生を
連絡する場合，中央制御室の運転員（統括当直
長）から中央制御室，屋外及び屋内の運転員に有
毒ガスの発生を連絡する場合，中央制御室の運転
員（統括当直長）から使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設の制御室の運転員に有毒ガスの発生を
連絡する場合及び中央制御室の運転員（統括当直
長）から緊急時対策所の設計基準事故並びに重大
事故等の対処に必要な指示を行う要員（非常時対
策組織本部の本部長）に有毒ガスの発生を連絡す
る場合においても使用する。

〇 ― 通信連絡設備 ― ―

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
　3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）
　　3.2.6 可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型
衛星電話（屋外用）

【代替通信連絡設備の設置場所及び保管場所】
代替通信連絡設備の設置場所及び保管場所につい
て説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第51条 通信連絡を行うために必要な設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

28

統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力防災ネットワークIP-
FAX，統合原子力防災ネットワークTV会議システム及びデータ伝送設備
は，緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発電機から受電し，動作
可能な設計とする。

設置要求 通信連絡設備 設計方針

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
　3.2 通信連絡設備（再処理事業所外)
　　3.2.1 統合原子力防災ネットワークＩＰ電
話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，
統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム
　　3.2.7 所外データ伝送設備

【3.2.1 統合原子力防災ネットワークIP電話，統
合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防
災ネットワークTV会議システム】
統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力
防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネット
ワークTV会議システムの電源について説明する。

【3.2.7 所外データ伝送設備】
データ伝送設備の電源について説明する。

― ― ― ― ―

29
可搬型衛星電話（屋内用）は，緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋
用発電機から受電し，動作可能な設計とする。

設置要求 通信連絡設備 設計方針 ― ― ― ― ―

30
可搬型衛星電話（屋外用）は，代替電源として充電池で動作可能な設計と
する。

設置要求 通信連絡設備 設計方針 ― ― ― ― ―

31

充電池を用いるものについては，代替電源設備である制御建屋可搬型発電
機，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機又は緊急時対策建
屋電源設備の緊急時対策建屋用発電機にて充電又は受電することで7日間
以上継続して通話ができる設計とする。

設置要求 通信連絡設備 設計方針 ― ― ― ― ―

32

代替通信連絡設備のうち統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力
防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネットワークTV会議システム，
可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外用）は，MOX燃料加
工施設と共用する。

機能要求① 通信連絡設備
設計方針（悪影響防
止）

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書

【代替通信連絡設備の共用】
代替通信連絡設備の共用について説明する。

― ― ― ― ―

33

共用する代替通信連絡設備は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における
重大事故等に同時に対処することを考慮し，同一の端末を使用すること及
び十分な数量を確保することで，共用によって重大事故等への対処に影響
を及ぼさない設計とする。

機能要求① 通信連絡設備

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量）

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書

【代替通信連絡設備の共用】
代替通信連絡設備の共用について説明する。

― ― ― ― ―

34

所外通信連絡設備及び代替通信連絡設備は，重大事故等への対処が開始さ
れている状態で,化学物質の漏えい又は異臭等の異常を確認した者（立会
人，公的機関から情報を入手した者等）が中央制御室の実施組織要員（実
施責任者）に有毒ガスの発生を連絡する場合においても使用する。

設置要求 通信連絡設備
基本方針
設計方針

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
2.基本設計方針
　2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）
3.施設の詳細設計方針
　3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）

【2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
所外通信連絡設備及び代替通信連絡設備は，重大
事故等への対処が開始されている状態で,化学物
質の漏えい又は異臭等の異常を確認した者（立会
人，公的機関から情報を入手した者等）が中央制
御室の実施組織要員（実施責任者）に有毒ガスの
発生を連絡する場合においても使用する。

【3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
所外通信連絡設備は，第2表に示すとおり化学物
質の漏えい又は異臭等の異常を確認した者（立会
人，公的機関から情報を入手した者等）が中央制
御室の運転員（統括当直長）に有毒ガスの発生を
連絡する場合においても使用する。

― ― ― ― ―

35

代替通信連絡設備の統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力防災
ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネットワークTV会議システム及び
データ伝送設備は，共通要因によって所外通信連絡設備の一般加入電話，
一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリと同時にその機能が損なわ
れるおそれがないよう，緊急時対策所の一部である緊急時対策建屋用発電
機からの給電により使用することで，電気設備に対して多様性を有する設
計とする。
また，代替通信連絡設備の統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子
力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネットワークTV会議システム
及びデータ伝送設備は，共通要因によって所外通信連絡設備の一般加入電
話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリと同時にその機能が損
なわれるおそれがないよう，有線回線又は衛星回線による通信方式の多様
性を確保した構成の通信回線に接続することで，所外通信連絡設備の一般
加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリに対して通信方
式の多様性を有する設計とする。

機能要求① 通信連絡設備
設計方針(多様性，位置
的分散等（常設重大事
故等対処設備）)

― ― ― ― ―

36

代替通信連絡設備の代替通話系統は，共通要因によって所内通信連絡設備
のページング装置及び所内携帯電話と同時にその機能が損なわれるおそれ
がないよう，所内通信連絡設備のページング装置及び所内携帯電話と異な
る系統構成で使用することで，所内通信連絡設備のページング装置及び所
内携帯電話に対して，独立性を有する設計とする。

機能要求① 通信連絡設備
設計方針(多様性，位置
的分散等（常設重大事
故等対処設備）)

― ― ― ― ―

37

所内通信連絡設備のページング装置，所内携帯電話，専用回線電話，一般
加入電話，ファクシミリ，所内データ伝送設備のプロセスデータ伝送サー
バ，放射線管理用計算機，環境中継サーバ，総合防災盤，所外通信連絡設
備の一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，ファクシミリ及び所外
データ伝送設備のデータ伝送設備は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬
品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して代替設備により必要な機能を
確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うことにより，重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。代替設備により
必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこ
とについては，保安規定に定めて，管理する。

機能要求①
運用要求

基本方針
基本方針(多様性，位置
的分散等（常設重大事
故等対処設備）)

― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
　3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）
　　3.2.6 可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型
衛星電話（屋外用）

【3.2.6 可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛
星電話（屋外用）】
可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話
（屋外用）の電源について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

【3.1.2　重大事故等対処設備】
重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等につ
いて説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第51条 通信連絡を行うために必要な設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

28

統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力防災ネットワークIP-
FAX，統合原子力防災ネットワークTV会議システム及びデータ伝送設備
は，緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発電機から受電し，動作
可能な設計とする。

設置要求 通信連絡設備 設計方針

29
可搬型衛星電話（屋内用）は，緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋
用発電機から受電し，動作可能な設計とする。

設置要求 通信連絡設備 設計方針

30
可搬型衛星電話（屋外用）は，代替電源として充電池で動作可能な設計と
する。

設置要求 通信連絡設備 設計方針

31

充電池を用いるものについては，代替電源設備である制御建屋可搬型発電
機，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機又は緊急時対策建
屋電源設備の緊急時対策建屋用発電機にて充電又は受電することで7日間
以上継続して通話ができる設計とする。

設置要求 通信連絡設備 設計方針

32

代替通信連絡設備のうち統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力
防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネットワークTV会議システム，
可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外用）は，MOX燃料加
工施設と共用する。

機能要求① 通信連絡設備
設計方針（悪影響防
止）

33

共用する代替通信連絡設備は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における
重大事故等に同時に対処することを考慮し，同一の端末を使用すること及
び十分な数量を確保することで，共用によって重大事故等への対処に影響
を及ぼさない設計とする。

機能要求① 通信連絡設備

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量）

34

所外通信連絡設備及び代替通信連絡設備は，重大事故等への対処が開始さ
れている状態で,化学物質の漏えい又は異臭等の異常を確認した者（立会
人，公的機関から情報を入手した者等）が中央制御室の実施組織要員（実
施責任者）に有毒ガスの発生を連絡する場合においても使用する。

設置要求 通信連絡設備
基本方針
設計方針

35

代替通信連絡設備の統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力防災
ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネットワークTV会議システム及び
データ伝送設備は，共通要因によって所外通信連絡設備の一般加入電話，
一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリと同時にその機能が損なわ
れるおそれがないよう，緊急時対策所の一部である緊急時対策建屋用発電
機からの給電により使用することで，電気設備に対して多様性を有する設
計とする。
また，代替通信連絡設備の統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子
力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネットワークTV会議システム
及びデータ伝送設備は，共通要因によって所外通信連絡設備の一般加入電
話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリと同時にその機能が損
なわれるおそれがないよう，有線回線又は衛星回線による通信方式の多様
性を確保した構成の通信回線に接続することで，所外通信連絡設備の一般
加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリに対して通信方
式の多様性を有する設計とする。

機能要求① 通信連絡設備
設計方針(多様性，位置
的分散等（常設重大事
故等対処設備）)

36

代替通信連絡設備の代替通話系統は，共通要因によって所内通信連絡設備
のページング装置及び所内携帯電話と同時にその機能が損なわれるおそれ
がないよう，所内通信連絡設備のページング装置及び所内携帯電話と異な
る系統構成で使用することで，所内通信連絡設備のページング装置及び所
内携帯電話に対して，独立性を有する設計とする。

機能要求① 通信連絡設備
設計方針(多様性，位置
的分散等（常設重大事
故等対処設備）)

37

所内通信連絡設備のページング装置，所内携帯電話，専用回線電話，一般
加入電話，ファクシミリ，所内データ伝送設備のプロセスデータ伝送サー
バ，放射線管理用計算機，環境中継サーバ，総合防災盤，所外通信連絡設
備の一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，ファクシミリ及び所外
データ伝送設備のデータ伝送設備は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬
品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して代替設備により必要な機能を
確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うことにより，重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。代替設備により
必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこ
とについては，保安規定に定めて，管理する。

機能要求①
運用要求

基本方針
基本方針(多様性，位置
的分散等（常設重大事
故等対処設備）)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
　3.2 通信連絡設備（再処理事業所外)
　　3.2.1 統合原子力防災ネットワークＩＰ電
話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，
統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム
　　3.2.7 所外データ伝送設備

【代替通信連絡設備の電源】
代替通信連絡設備の電源について説明する。

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書

【代替通信連絡設備の共用】
代替通信連絡設備の共用について説明する。

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書

【代替通信連絡設備の共用】
代替通信連絡設備の共用について説明する。

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
2.基本設計方針
　2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）
3.施設の詳細設計方針
　3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）

【2.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
所外通信連絡設備及び代替通信連絡設備は，重大
事故等への対処が開始されている状態で,化学物
質の漏えい又は異臭等の異常を確認した者（立会
人，公的機関から情報を入手した者等）が中央制
御室の実施組織要員（実施責任者）に有毒ガスの
発生を連絡する場合においても使用する。

【3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）】
所外通信連絡設備は，第2表に示すとおり化学物
質の漏えい又は異臭等の異常を確認した者（立会
人，公的機関から情報を入手した者等）が中央制
御室の運転員（統括当直長）に有毒ガスの発生を
連絡する場合においても使用する。

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

〇 ― 基本方針 基本方針 ― ―

【代替通信連絡設備の電源】
代替通信連絡設備の電源について説明する。

Ⅵ-1-1-8
通信連絡設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
　3.2 通信連絡設備（再処理事業所外）
　　3.2.6 可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型
衛星電話（屋外用）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等につ
いて説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第51条 通信連絡を行うために必要な設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

40
代替通信連絡設備の代替通話系統は，重大事故等発生前（通常時）の分離
された状態から可搬型通話装置の接続により重大事故等対処設備としての
系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 通信連絡設備
設計方針（悪影響防
止）

― ― ― ― ―

41

代替通信連絡設備の統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力防災
ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネットワークTV会議システム及び
データ伝送設備は，安全機能を有する施設として使用する場合と同じ系統
構成で重大事故等対処設備として使用することにより，他の設備に悪影響
を及ぼさない設計とする。

機能要求① 通信連絡設備
設計方針（悪影響防
止）

― ― ― ― ―

42
代替通信連絡設備の代替通話系統は，再処理事業所内の通信連絡をする必
要のある箇所と通信連絡を行うために必要な系統として5つの建屋に2系統
ずつを有する設計とする。

設置要求 通信連絡設備
設計方針(個数及び容量
（常設重大事故等対処
設備）)

― ― ― ― ―

43

所内通信連絡設備のページング装置，所内携帯電話，専用回線電話，一般
加入電話及びファクシミリは，再処理事業所内の通信連絡をする必要のあ
る箇所と通信連絡を行うために必要な回線を所内通信連絡設備として2回
線以上有する設計とする。

設置要求 通信連絡設備
設計方針(個数及び容量
（常設重大事故等対処
設備）)

― ― ― ― ―

44

所外通信連絡設備の統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力防災
ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネットワークTV会議システム，一般
加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリは，再処理事業
所外の通信連絡をする必要のある箇所と通信連絡を行うために必要な回線
を所外通信連絡設備として2回線以上有する設計とする。

設置要求 通信連絡設備
設計方針(個数及び容量
（常設重大事故等対処
設備）)

― ― ― ― ―

45

所内データ伝送設備のプロセスデータ伝送サーバ，放射線管理用計算機，
環境中継サーバ，総合防災盤，所外データ伝送設備のデータ伝送設備及び
代替通信連絡設備のデータ伝送設備は，計測等を行ったパラメータを再処
理事業所内外の必要な場所に必要なデータ量を伝送できる設計とするとと
もに，必要な個数としてそれぞれ1台を有する設計とする。

設置要求 通信連絡設備
設計方針(個数及び容量
（常設重大事故等対処
設備）)

― ― ― ― ―

46

MOX燃料加工施設と共用する代替通信連絡設備の統合原子力防災ネット
ワークIP電話，統合原子力防災ネットワークIP-FAX及び統合原子力防災
ネットワークTV会議システムは，同一の端末を使用する設計とするため，
再処理事業所外等の通信連絡をする必要のある箇所と通信連絡をするため
に必要な回線として1回線以上を有する設計とする。

設置要求 通信連絡設備
設計方針(個数及び容量
（常設重大事故等対処
設備）)

― ― ― ― ―

47
再処理事業所内の通信連絡に用いる代替通信連絡設備の可搬型通話装置の
保有数は，必要数として120台，予備として故障時のバックアップを120台
の合計240台以上を確保する設計とする。

設置要求 通信連絡設備
設計方針(個数及び容量
（可搬型重大事故等対
処設備）)

― ― ― ― ―

48
再処理事業所内の通信連絡に用いる代替通信連絡設備の可搬型衛星電話
（屋内用）の保有数は，必要数として7台，予備として故障時のバック
アップを7台の合計14台以上を確保する設計とする。

設置要求 通信連絡設備
設計方針(個数及び容量
（可搬型重大事故等対
処設備）)

― ― ― ― ―

―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7 その他再処理設備の附属施設
6.7.15 通信連絡設備

【6.7.15 通信連絡設備】
通信連絡設備の個数について説明する。

―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.2　悪影響防止
3.2.2　重大事故等対処設備

【3.2.2　重大事故等対処設備】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明す
る。

通信連絡設備
設計方針(多様性，位置
的分散等（可搬型重大
事故等対処設備）)

39

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型
トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トラン
シーバ（屋外用）は，共通要因によって所内通信連絡設備のページング装
置，所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話，ファクシミリ，所内
データ伝送設備のプロセスデータ伝送サーバ，放射線管理用計算機，環境
中継サーバ，総合防災盤，所外通信連絡設備の統合原子力防災ネットワー
クIP電話，統合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネット
ワークTV会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，
ファクシミリ及び所外データ伝送設備のデータ伝送設備と同時にその機能
が損なわれるおそれがないように，所内通信連絡設備のページング装置，
所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話，ファクシミリ，所内データ
伝送設備のプロセスデータ伝送サーバ，放射線管理用計算機，環境中継
サーバ，総合防災盤，所外通信連絡設備の統合原子力防災ネットワークIP
電話，統合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネットワーク
TV会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，ファクシ
ミリ及び所外データ伝送設備のデータ伝送設備が設置される建屋から100
ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，前処理
建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベ
ル廃液ガラス固化建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋及び緊急
時対策建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求

38

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型
トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トラン
シーバ（屋外用）は，共通要因によって所内通信連絡設備のページング装
置，所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話，ファクシミリ，所内
データ伝送設備のプロセスデータ伝送サーバ，放射線管理用計算機，環境
中継サーバ，総合防災盤，所外通信連絡設備の統合原子力防災ネットワー
クIP電話，統合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネット
ワークTV会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，
ファクシミリ及び所外データ伝送設備のデータ伝送設備と同時にその機能
が損なわれるおそれがないよう，電気設備の一部である制御建屋可搬型発
電機並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，緊急時対
策所の一部である緊急時対策建屋用発電機，充電池又は乾電池からの給電
により使用することで，電気設備に対して多様性を有する設計とする。
また，代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），
可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型ト
ランシーバ（屋外用）は，共通要因によって所内通信連絡設備のページン
グ装置，所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話，ファクシミリ，所
内データ伝送設備のプロセスデータ伝送サーバ，放射線管理用計算機，環
境中継サーバ，総合防災盤，所外通信連絡設備の統合原子力防災ネット
ワークIP電話，統合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネッ
トワークTV会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，
ファクシミリ及び所外データ伝送設備のデータ伝送設備と同時にその機能
が損なわれるおそれがないよう，有線回線，無線回線又は衛星回線による
通信方式の多様性を確保した構成の通信回線に接続することで，所内通信
連絡設備のページング装置，所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電
話，ファクシミリ，所内データ伝送設備のプロセスデータ伝送サーバ，放
射線管理用計算機，環境中継サーバ，総合防災盤，所外通信連絡設備の統
合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力防災ネットワークIP-FAX，
統合原子力防災ネットワークTV会議システム，一般加入電話，一般携帯電
話，衛星携帯電話，ファクシミリ及び所外データ伝送設備のデータ伝送設
備に対して通信方式の多様性を有する設計とする。

機能要求①

通信連絡設備 ― ―― ―
設計方針(多様性，位置
的分散等（可搬型重大
事故等対処設備）)

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

【3.1.2　重大事故等対処設備】
重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等につ
いて説明する。

― ― ― ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第51条 通信連絡を行うために必要な設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

40
代替通信連絡設備の代替通話系統は，重大事故等発生前（通常時）の分離
された状態から可搬型通話装置の接続により重大事故等対処設備としての
系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 通信連絡設備
設計方針（悪影響防
止）

41

代替通信連絡設備の統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力防災
ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネットワークTV会議システム及び
データ伝送設備は，安全機能を有する施設として使用する場合と同じ系統
構成で重大事故等対処設備として使用することにより，他の設備に悪影響
を及ぼさない設計とする。

機能要求① 通信連絡設備
設計方針（悪影響防
止）

42
代替通信連絡設備の代替通話系統は，再処理事業所内の通信連絡をする必
要のある箇所と通信連絡を行うために必要な系統として5つの建屋に2系統
ずつを有する設計とする。

設置要求 通信連絡設備
設計方針(個数及び容量
（常設重大事故等対処
設備）)

43

所内通信連絡設備のページング装置，所内携帯電話，専用回線電話，一般
加入電話及びファクシミリは，再処理事業所内の通信連絡をする必要のあ
る箇所と通信連絡を行うために必要な回線を所内通信連絡設備として2回
線以上有する設計とする。

設置要求 通信連絡設備
設計方針(個数及び容量
（常設重大事故等対処
設備）)

44

所外通信連絡設備の統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力防災
ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネットワークTV会議システム，一般
加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリは，再処理事業
所外の通信連絡をする必要のある箇所と通信連絡を行うために必要な回線
を所外通信連絡設備として2回線以上有する設計とする。

設置要求 通信連絡設備
設計方針(個数及び容量
（常設重大事故等対処
設備）)

45

所内データ伝送設備のプロセスデータ伝送サーバ，放射線管理用計算機，
環境中継サーバ，総合防災盤，所外データ伝送設備のデータ伝送設備及び
代替通信連絡設備のデータ伝送設備は，計測等を行ったパラメータを再処
理事業所内外の必要な場所に必要なデータ量を伝送できる設計とするとと
もに，必要な個数としてそれぞれ1台を有する設計とする。

設置要求 通信連絡設備
設計方針(個数及び容量
（常設重大事故等対処
設備）)

46

MOX燃料加工施設と共用する代替通信連絡設備の統合原子力防災ネット
ワークIP電話，統合原子力防災ネットワークIP-FAX及び統合原子力防災
ネットワークTV会議システムは，同一の端末を使用する設計とするため，
再処理事業所外等の通信連絡をする必要のある箇所と通信連絡をするため
に必要な回線として1回線以上を有する設計とする。

設置要求 通信連絡設備
設計方針(個数及び容量
（常設重大事故等対処
設備）)

47
再処理事業所内の通信連絡に用いる代替通信連絡設備の可搬型通話装置の
保有数は，必要数として120台，予備として故障時のバックアップを120台
の合計240台以上を確保する設計とする。

設置要求 通信連絡設備
設計方針(個数及び容量
（可搬型重大事故等対
処設備）)

48
再処理事業所内の通信連絡に用いる代替通信連絡設備の可搬型衛星電話
（屋内用）の保有数は，必要数として7台，予備として故障時のバック
アップを7台の合計14台以上を確保する設計とする。

設置要求 通信連絡設備
設計方針(個数及び容量
（可搬型重大事故等対
処設備）)

通信連絡設備
設計方針(多様性，位置
的分散等（可搬型重大
事故等対処設備）)

39

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型
トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トラン
シーバ（屋外用）は，共通要因によって所内通信連絡設備のページング装
置，所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話，ファクシミリ，所内
データ伝送設備のプロセスデータ伝送サーバ，放射線管理用計算機，環境
中継サーバ，総合防災盤，所外通信連絡設備の統合原子力防災ネットワー
クIP電話，統合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネット
ワークTV会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，
ファクシミリ及び所外データ伝送設備のデータ伝送設備と同時にその機能
が損なわれるおそれがないように，所内通信連絡設備のページング装置，
所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話，ファクシミリ，所内データ
伝送設備のプロセスデータ伝送サーバ，放射線管理用計算機，環境中継
サーバ，総合防災盤，所外通信連絡設備の統合原子力防災ネットワークIP
電話，統合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネットワーク
TV会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，ファクシ
ミリ及び所外データ伝送設備のデータ伝送設備が設置される建屋から100
ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，前処理
建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベ
ル廃液ガラス固化建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋及び緊急
時対策建屋にも保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求

38

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型
トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トラン
シーバ（屋外用）は，共通要因によって所内通信連絡設備のページング装
置，所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話，ファクシミリ，所内
データ伝送設備のプロセスデータ伝送サーバ，放射線管理用計算機，環境
中継サーバ，総合防災盤，所外通信連絡設備の統合原子力防災ネットワー
クIP電話，統合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネット
ワークTV会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，
ファクシミリ及び所外データ伝送設備のデータ伝送設備と同時にその機能
が損なわれるおそれがないよう，電気設備の一部である制御建屋可搬型発
電機並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，緊急時対
策所の一部である緊急時対策建屋用発電機，充電池又は乾電池からの給電
により使用することで，電気設備に対して多様性を有する設計とする。
また，代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），
可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型ト
ランシーバ（屋外用）は，共通要因によって所内通信連絡設備のページン
グ装置，所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話，ファクシミリ，所
内データ伝送設備のプロセスデータ伝送サーバ，放射線管理用計算機，環
境中継サーバ，総合防災盤，所外通信連絡設備の統合原子力防災ネット
ワークIP電話，統合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネッ
トワークTV会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，
ファクシミリ及び所外データ伝送設備のデータ伝送設備と同時にその機能
が損なわれるおそれがないよう，有線回線，無線回線又は衛星回線による
通信方式の多様性を確保した構成の通信回線に接続することで，所内通信
連絡設備のページング装置，所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電
話，ファクシミリ，所内データ伝送設備のプロセスデータ伝送サーバ，放
射線管理用計算機，環境中継サーバ，総合防災盤，所外通信連絡設備の統
合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力防災ネットワークIP-FAX，
統合原子力防災ネットワークTV会議システム，一般加入電話，一般携帯電
話，衛星携帯電話，ファクシミリ及び所外データ伝送設備のデータ伝送設
備に対して通信方式の多様性を有する設計とする。

機能要求①

通信連絡設備
設計方針(多様性，位置
的分散等（可搬型重大
事故等対処設備）)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明す
る。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.2　悪影響防止
3.2.2　重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等】
重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等につ
いて説明する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7 その他再処理設備の附属施設
6.7.15 通信連絡設備

【通信連絡設備の個数】
通信連絡設備の個数について説明する。

―〇 ― 通信連絡設備 ― ―

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

1017



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第51条 通信連絡を行うために必要な設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

49

MOX燃料加工施設と共用する再処理事業所内の通信連絡に用いる代替通信
連絡設備の可搬型衛星電話（屋内用）の保有数は，必要数として6台，予
備として故障時のバックアップを6台の合計12台以上を確保する設計とす
る。

設置要求 通信連絡設備
設計方針(個数及び容量
（可搬型重大事故等対
処設備）)

― ― ― ― ―

50
再処理事業所内の通信連絡に用いる代替通信連絡設備の可搬型トランシー
バ（屋内用）の保有数は，必要数として8台，予備として故障時のバック
アップを8台の合計16台以上を確保する設計とする。

設置要求 通信連絡設備
設計方針(個数及び容量
（可搬型重大事故等対
処設備）)

― ― ― ― ―

51
再処理事業所内の通信連絡に用いる代替通信連絡設備の可搬型衛星電話
（屋外用）の保有数は，必要数として11台，予備として故障時のバック
アップを11台の合計22台以上を確保する設計とする。

設置要求 通信連絡設備
設計方針(個数及び容量
（可搬型重大事故等対
処設備）)

― ― ― ― ―

52

MOX燃料加工施設と共用する再処理事業所内の通信連絡に用いる代替通信
連絡設備の可搬型衛星電話（屋外用）の保有数は，必要数として18台，予
備として故障時のバックアップを18台の合計36台以上を確保する設計とす
る。

設置要求 通信連絡設備
設計方針(個数及び容量
（可搬型重大事故等対
処設備）)

― ― ― ― ―

53
再処理事業所内の通信連絡に用いる代替通信連絡設備の可搬型トランシー
バ（屋外用）の保有数は，必要数として39台，予備として故障時のバック
アップを39台の合計78台以上を確保する設計とする。

設置要求 通信連絡設備
設計方針(個数及び容量
（可搬型重大事故等対
処設備）)

― ― ― ― ―

54

MOX燃料加工施設と共用する再処理事業所外への通信連絡に用いる代替通
信連絡設備の可搬型衛星電話（屋内用）の保有数は，必要数として3台，
予備として故障時のバックアップを3台の合計6台以上を確保する設計とす
る。

設置要求 通信連絡設備
設計方針(個数及び容量
（可搬型重大事故等対
処設備）)

― ― ― ― ―

55

MOX燃料加工施設と共用する再処理事業所外への通信連絡に用いる代替通
信連絡設備の可搬型衛星電話（屋外用）の保有数は，必要数として1台，
予備として故障時のバックアップを1台の合計2台以上を確保する設計とす
る。

設置要求 通信連絡設備
設計方針(個数及び容量
（可搬型重大事故等対
処設備）)

― ― ― ― ―

56
代替通信連絡設備の可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外
用）は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等への対処の
際，同一の端末を使用する設計とする。

機能要求① 通信連絡設備
設計方針(個数及び容量
（可搬型重大事故等対
処設備）)

― ― ― ― ―

57

代替通信連絡設備の代替通話系統，統合原子力防災ネットワークIP電話，
統合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネットワークTV会議
システム及びデータ伝送設備は，「9.2　重大事故等対処設備」の「9.2.7
地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とす
ることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件
（常設重大事故等対処
設備））

― ― ― ― ―

58

所内通信連絡設備の専用回線電話，一般加入電話，ファクシミリ，所内
データ伝送設備のプロセスデータ伝送サーバ，放射線管理用計算機，環境
中継サーバ，総合防災盤，所外通信連絡設備の統合原子力防災ネットワー
クIP電話，統合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネット
ワークTV会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，
ファクシミリ，所外データ伝送設備のデータ伝送設備，代替通信連絡設備
の代替通話系統，統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力防災
ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネットワークTV会議システム及び
データ伝送設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋，
分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液
ガラス固化建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋及び緊急時対策
建屋に設置し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。

設置要求 通信連絡設備
設計方針（環境条件
（常設重大事故等対処
設備））

― ― ― ― ―

59

代替通信連絡設備の代替通話系統，統合原子力防災ネットワークIP電話，
統合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネットワークTV会議
システム及びデータ伝送設備は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへ
の設置，被水防護する設計とする。

設置要求
運用要求

基本方針
設計方針（環境条件
（常設重大事故等対処
設備））

― ― ― ― ―

60

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型
トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トラン
シーバ（屋外用）は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建
屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル
廃液ガラス固化建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，緊急時対
策建屋，第1保管庫・貯水所及び第2保管庫・貯水所に保管し，風（台風）
等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 通信連絡設備
設計方針（環境条件
（可搬型重大事故等対
処設備））

― ― ― ― ―

61

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型
トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トラン
シーバ（屋外用）は，「9.2　重大事故等対処設備」の「9.2.7　地震を要
因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件
（可搬型重大事故等対
処設備））

― ― ― ― ―

62

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型
トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トラン
シーバ（屋外用）は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受
けない高さへの保管，被水防護，被液防護する設計とする。

設置要求
運用要求

基本方針
設計方針（環境条件
（可搬型重大事故等対
処設備））

― ― ― ― ―

63

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型
トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トラン
シーバ（屋外用）は，内部発生飛散物の影響を考慮し，前処理建屋，分離
建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラ
ス固化建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，緊急時対策建屋，
第1保管庫・貯水所及び第2保管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を受け
ない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

設置要求 通信連絡設備
設計方針（環境条件
（可搬型重大事故等対
処設備））

― ― ― ― ―

64

代替通信連絡設備の可搬型通話装置は，想定される重大事故等が発生した
場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないように，線量率の
高くなるおそれの少ない場所を選定することで，当該設備の設置及び常設
設備との接続が可能な設計とする。

設置要求 通信連絡設備
設計方針（環境条件等
（重大事故等対処設備
の設置場所））

― ― ― ― ―

【3.3.2　重大事故等対処設備】
重大事故等対処設備の環境条件等について説明す
る。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7 その他再処理設備の附属施設
6.7.15 通信連絡設備

【6.7.15 通信連絡設備】
通信連絡設備の個数について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

1018



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第51条 通信連絡を行うために必要な設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

49

MOX燃料加工施設と共用する再処理事業所内の通信連絡に用いる代替通信
連絡設備の可搬型衛星電話（屋内用）の保有数は，必要数として6台，予
備として故障時のバックアップを6台の合計12台以上を確保する設計とす
る。

設置要求 通信連絡設備
設計方針(個数及び容量
（可搬型重大事故等対
処設備）)

50
再処理事業所内の通信連絡に用いる代替通信連絡設備の可搬型トランシー
バ（屋内用）の保有数は，必要数として8台，予備として故障時のバック
アップを8台の合計16台以上を確保する設計とする。

設置要求 通信連絡設備
設計方針(個数及び容量
（可搬型重大事故等対
処設備）)

51
再処理事業所内の通信連絡に用いる代替通信連絡設備の可搬型衛星電話
（屋外用）の保有数は，必要数として11台，予備として故障時のバック
アップを11台の合計22台以上を確保する設計とする。

設置要求 通信連絡設備
設計方針(個数及び容量
（可搬型重大事故等対
処設備）)

52

MOX燃料加工施設と共用する再処理事業所内の通信連絡に用いる代替通信
連絡設備の可搬型衛星電話（屋外用）の保有数は，必要数として18台，予
備として故障時のバックアップを18台の合計36台以上を確保する設計とす
る。

設置要求 通信連絡設備
設計方針(個数及び容量
（可搬型重大事故等対
処設備）)

53
再処理事業所内の通信連絡に用いる代替通信連絡設備の可搬型トランシー
バ（屋外用）の保有数は，必要数として39台，予備として故障時のバック
アップを39台の合計78台以上を確保する設計とする。

設置要求 通信連絡設備
設計方針(個数及び容量
（可搬型重大事故等対
処設備）)

54

MOX燃料加工施設と共用する再処理事業所外への通信連絡に用いる代替通
信連絡設備の可搬型衛星電話（屋内用）の保有数は，必要数として3台，
予備として故障時のバックアップを3台の合計6台以上を確保する設計とす
る。

設置要求 通信連絡設備
設計方針(個数及び容量
（可搬型重大事故等対
処設備）)

55

MOX燃料加工施設と共用する再処理事業所外への通信連絡に用いる代替通
信連絡設備の可搬型衛星電話（屋外用）の保有数は，必要数として1台，
予備として故障時のバックアップを1台の合計2台以上を確保する設計とす
る。

設置要求 通信連絡設備
設計方針(個数及び容量
（可搬型重大事故等対
処設備）)

56
代替通信連絡設備の可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外
用）は，再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等への対処の
際，同一の端末を使用する設計とする。

機能要求① 通信連絡設備
設計方針(個数及び容量
（可搬型重大事故等対
処設備）)

57

代替通信連絡設備の代替通話系統，統合原子力防災ネットワークIP電話，
統合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネットワークTV会議
システム及びデータ伝送設備は，「9.2　重大事故等対処設備」の「9.2.7
地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とす
ることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件
（常設重大事故等対処
設備））

58

所内通信連絡設備の専用回線電話，一般加入電話，ファクシミリ，所内
データ伝送設備のプロセスデータ伝送サーバ，放射線管理用計算機，環境
中継サーバ，総合防災盤，所外通信連絡設備の統合原子力防災ネットワー
クIP電話，統合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネット
ワークTV会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，
ファクシミリ，所外データ伝送設備のデータ伝送設備，代替通信連絡設備
の代替通話系統，統合原子力防災ネットワークIP電話，統合原子力防災
ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネットワークTV会議システム及び
データ伝送設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋，
分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液
ガラス固化建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋及び緊急時対策
建屋に設置し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。

設置要求 通信連絡設備
設計方針（環境条件
（常設重大事故等対処
設備））

59

代替通信連絡設備の代替通話系統，統合原子力防災ネットワークIP電話，
統合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネットワークTV会議
システム及びデータ伝送設備は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへ
の設置，被水防護する設計とする。

設置要求
運用要求

基本方針
設計方針（環境条件
（常設重大事故等対処
設備））

60

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型
トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トラン
シーバ（屋外用）は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建
屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル
廃液ガラス固化建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，緊急時対
策建屋，第1保管庫・貯水所及び第2保管庫・貯水所に保管し，風（台風）
等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 通信連絡設備
設計方針（環境条件
（可搬型重大事故等対
処設備））

61

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型
トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トラン
シーバ（屋外用）は，「9.2　重大事故等対処設備」の「9.2.7　地震を要
因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件
（可搬型重大事故等対
処設備））

62

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型
トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トラン
シーバ（屋外用）は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受
けない高さへの保管，被水防護，被液防護する設計とする。

設置要求
運用要求

基本方針
設計方針（環境条件
（可搬型重大事故等対
処設備））

63

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型
トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トラン
シーバ（屋外用）は，内部発生飛散物の影響を考慮し，前処理建屋，分離
建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラ
ス固化建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，緊急時対策建屋，
第1保管庫・貯水所及び第2保管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を受け
ない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

設置要求 通信連絡設備
設計方針（環境条件
（可搬型重大事故等対
処設備））

64

代替通信連絡設備の可搬型通話装置は，想定される重大事故等が発生した
場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないように，線量率の
高くなるおそれの少ない場所を選定することで，当該設備の設置及び常設
設備との接続が可能な設計とする。

設置要求 通信連絡設備
設計方針（環境条件等
（重大事故等対処設備
の設置場所））

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

〇 ― 基本方針 ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

〇 ― 基本方針 ― ― ―

〇 ― 基本方針 ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
6.系統施設毎の設計上の考慮
6.7 その他再処理設備の附属施設
6.7.15 通信連絡設備

【通信連絡設備の個数】
通信連絡設備の個数について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の環境条件等】
重大事故等対処設備の環境条件等について説明す
る。
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別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

65
代替通信連絡設備の可搬型通話装置と代替通話系統との接続は，コネクタ
接続に統一することにより，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可
能な設計とする。

機能要求① 通信連絡設備
設計方針（操作性の確
保）

― ― ― ― ―

66
代替通信連絡設備の可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ
（屋内用）における機器同士の接続は，コネクタ接続に統一することによ
り，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とする。

機能要求① 通信連絡設備
設計方針（操作性の確
保）

― ― ― ― ―

67

所内通信連絡設備のページング装置，所内携帯電話，専用回線電話，一般
加入電話，ファクシミリ，所内データ伝送設備のプロセスデータ伝送サー
バ，放射線管理用計算機，環境中継サーバ，総合防災盤，所外通信連絡設
備の一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，ファクシミリ，所外
データ伝送設備のデータ伝送設備，代替通信連絡設備の統合原子力防災
ネットワークIP電話，統合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防
災ネットワークTV会議システム及びデータ伝送設備は，通常時において，
重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，性能及び外観の確認が
可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，取替え，保修
等が可能な設計とする。

機能要求① 通信連絡設備
設計方針（試験・検査
性）

― ― ― ― ―

68

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型
トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トラン
シーバ（屋外用）は，通常時において，重大事故等への対処に必要な機能
を確認するため，独立して機能，性能及び外観の確認が可能な設計とす
る。また，当該機能を健全に維持するため，取替え，保修等が可能な設計
とする。

機能要求① 通信連絡設備
設計方針（試験・検査
性）

― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.4　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備
(1)操作性
a.操作環境
b.操作準備
c.操作内容
d.切替性
e.可搬型重大事故等対処設備の接続性

【3.3.2　重大事故等対処設備】
重大事故等対処設備の操作性の確保について説明
する。

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重
大事故等対処設備が使用される条件の下における
健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備

【3.4.2　重大事故等対処設備】
〇重大事故等対処設備の試験・検査性
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

65
代替通信連絡設備の可搬型通話装置と代替通話系統との接続は，コネクタ
接続に統一することにより，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可
能な設計とする。

機能要求① 通信連絡設備
設計方針（操作性の確
保）

66
代替通信連絡設備の可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ
（屋内用）における機器同士の接続は，コネクタ接続に統一することによ
り，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とする。

機能要求① 通信連絡設備
設計方針（操作性の確
保）

67

所内通信連絡設備のページング装置，所内携帯電話，専用回線電話，一般
加入電話，ファクシミリ，所内データ伝送設備のプロセスデータ伝送サー
バ，放射線管理用計算機，環境中継サーバ，総合防災盤，所外通信連絡設
備の一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，ファクシミリ，所外
データ伝送設備のデータ伝送設備，代替通信連絡設備の統合原子力防災
ネットワークIP電話，統合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防
災ネットワークTV会議システム及びデータ伝送設備は，通常時において，
重大事故等への対処に必要な機能を確認するため，性能及び外観の確認が
可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，取替え，保修
等が可能な設計とする。

機能要求① 通信連絡設備
設計方針（試験・検査
性）

68

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型
トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トラン
シーバ（屋外用）は，通常時において，重大事故等への対処に必要な機能
を確認するため，独立して機能，性能及び外観の確認が可能な設計とす
る。また，当該機能を健全に維持するため，取替え，保修等が可能な設計
とする。

機能要求① 通信連絡設備
設計方針（試験・検査
性）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

〇 ― 通信連絡設備 ― ― ―

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

【重大事故等対処設備の操作性の確保】
重大事故等対処設備の操作性の確保について説明
する。

【3.4.2　重大事故等対処設備】
〇重大事故等対処設備の試験・検査性
・重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要な
施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.4　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備
(1)操作性
a.操作環境
b.操作準備
c.操作内容
d.切替性
e.可搬型重大事故等対処設備の接続性

Ⅵ-1-1-4
安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重
大事故等対処設備が使用される条件の下における
健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
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（２）共通09 別紙２一覧 

機能要求②抜粋 
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第４条：核燃料物質の臨界防止 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四条 核燃料物質の臨界防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

2

(1) 単一ユニットの臨界安全設計
　核燃料物質の取扱い上の一つの単位（以下「単一ユニット」という。）
については，形状寸法管理，濃度管理，質量管理，同位体組成管理及び中
性子吸収材管理並びにこれらの組合せにより，臨界を防止する設計とす
る。

機能要求②
設計方針（単一ユニット
の臨界安全設計）

－ － － △ － －

3

　単一ユニットの臨界安全設計に当たり，これらの管理に対して適切な核
的制限値（臨界管理を行う体系の未臨界確保のために設定する値）を設定
する。

機能要求②
設計方針（単一ユニット
の臨界安全設計）

－ － － △ － －

4

　核的制限値の設定に当たっては，取り扱う核燃料物質の物理的・化学的
性状，カドミウムとほう素及びガドリニウムの中性子の吸収効果，酸化物
中の水分濃度，溶解槽中のペレット間隔，エンドピース酸洗浄槽中のペ
レット間隔及び水の密度による減速条件並びにセル壁構造材及び機器構造
材の反射条件に関し，工程，ユニットの設置環境及び使用済燃料の仕様も
含めて，それぞれの想定される状態の変動の範囲において，中性子増倍率
が最も大きくなる場合を仮定し，計算コードの計算誤差も含めて，十分な
安全余裕を見込んで設定する。

機能要求②
設置要求

－ － － △ － －

7

　なお，プルトニウム溶液を内包する機器は，原則として液体の核燃料物
質を内包する機器において，濃度に制限値を設定する必要がないように設
計する形状寸法管理（以下「全濃度安全形状寸法管理」という。）及び必
要に応じて中性子吸収材を併用した設計とする。

機能要求②

以下の設備の臨界安全管理表に記載されている機
器
分離設備
分配設備
分離建屋一時貯留処理設備
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝系）
分析設備

設計方針（単一ユニット
の臨界安全設計）

－ － － △ － 基本方針 － －

＜容器（臨界管
理）＞
・臨界管理（核
的制限値）
・主要寸法

＜ラック/ピッ
ト/棚（臨界管
理）＞
・臨界管理（核
的制限値）
・主要寸法
＜搬送設備（臨
界管理）＞
・臨界管理（核
的制限値）
・主要寸法
＜容器（臨界管
理）＞
・臨界管理（核
的制限値）
・主要寸法
＜ポンプ（臨界
管理）＞
・臨界管理（核
的制限値）
・主要寸法
＜運搬・製品容
器（臨界管理）
＞
・臨界管理（核
的制限値）
・主要寸法
＜機械・検査装
置（臨界管理）
＞
・臨界管理（核
的制限値）
・主要寸法
＜核物質等取扱
ボックス（臨界
管理）＞
・臨界管理（核
的制限値）
・主要寸法
＜ろ過装置＞
・臨界管理（核
的制限値）
・主要寸法
＜主要弁＞
・駆動方式
・主要材料
・主要寸法
＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
＜インターロッ
ク＞
・検出器の種類
・設定値

第１回 第２回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

【機能要求②】
以下の設備の臨界安全管理表に記載されている機
器
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
燃料供給設備
せん断処理設備
溶解設備
清澄・計量設備
分離設備
分配設備
分離建屋一時貯留処理設備
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
ウラン脱硝設備（ウラン脱硝系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（焙焼・還元
系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（粉体系）
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
分析設備

【機能要求②】
臨界防止に係る以下の設備
計測制御設備（安全上重要な施設）
ウラン脱硝設備（ウラン脱硝系）（主要弁）

臨界防止に係る以下の設備
計測制御設備（安全上重要な施設と同等の信頼性
を維持する施設）
分離設備（主要弁）

基本方針基本方針

評価条件（単一ユニット
の核的制限値の設定の考
え方）
評価方法（単一ユニット
の未臨界評価方法）
評価（単一ユニットの未
臨界評価）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四条 核燃料物質の臨界防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

第１回 第２回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

8

(2) 複数ユニットの臨界安全設計
　二つ以上の単一ユニットが存在する場合（以下「複数ユニット」とい
う。）については，単一ユニット相互間の適切な配置の維持及び単一ユ
ニット相互間への中性子吸収材の使用並びにこれらの組合せにより臨界を
防止する設計とする。 機能要求②

設計方針（複数ユニット
の臨界安全設計）

－ － － △ － －

9

　複数ユニットの臨界安全設計に当たり，単一ユニット相互間の中性子相
互干渉を考慮し，直接的に計量可能な単一ユニット相互間の配置，間接的
に管理可能な単一ユニット相互間の配置，中性子吸収材の配置及び形状寸
法について適切な核的制限値を設定する。

機能要求②
設計方針（複数ユニット
の臨界安全設計）

－ － － △ － －

10

　核的制限値の設定に当たっては，単一ユニット相互間の中性子の吸収効
果，減速条件及び反射条件に関し，核燃料物質移動時の核燃料物質の落
下，転倒及び接近の可能性も踏まえ，それぞれの想定される変動の範囲に
おいて，反応度が最も大きくなる場合を仮定し，計算コードの計算誤差を
含めて，十分な安全余裕を見込んで設定する。

機能要求② － － － △ － －

12

　複数ユニットの核的制限値の維持については，十分な構造強度をもつ構
造材を使用する等適切な対策を講ずる設計とする。

機能要求②
設計方針（複数ユニット
の臨界安全設計）

－ － － △ 基本方針 基本方針 － －

＜ラック/ピッ
ト/棚（臨界管
理）＞
・主要材料
＜容器（臨界管
理）＞
・主要材料
＜機械・検査装
置（臨界管理）
＞
・主要材料

14

　臨界安全管理を行う機器から臨界安全管理対象外の機器へ溶液を連続的
に移送する場合については，計測制御系統施設の放射線検出器により核燃
料物質濃度が有意量以下であることを監視する設計とする。

機能要求②

分配設備（主要弁）
プルトニウム精製設備（主要弁）

計測制御設備（分配設備　プルトニウム洗浄器中
性子検出器，プルトニウム洗浄器アルファ線検出
器，プルトニウム精製設備　プルトニウム洗浄器
アルファ線検出器，プルトニウム洗浄器アルファ
線検出器の故障警報に係る工程停止回路）

安全保護回路（分離施設のプルトニウム洗浄器中
性子計数率高による工程停止回路）

設計方針（臨界安全管理
対象外機器への溶液の連
続移送時における放射線
検出器による連続濃度監
視）

－ － － △ － 基本方針 － －

＜主要弁＞
・駆動方式
・主要材料
・主要寸法
＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
＜インターロッ
ク＞
・検出器の種類
・設定値

16

　設計基準事故として臨界を想定している溶解施設の溶解槽並びに臨界事
故を想定した場合に，従事者に著しい放射線被ばくをもたらすおそれのあ
るセル及び室の周辺には，臨界の発生を直ちに検知するため臨界警報装置
を設置する設計とする。
　なお，臨界警報装置に係る設計方針については，第２章　個別項目の
「6.　放射線管理施設」に示す。

機能要求②

冒頭宣言

放射線監視設備（屋内モニタリング設備）（臨界
警報装置）

設計方針（臨界警報装置
の設置）

－ － － △ － 基本方針 － －

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

17

　臨界管理上重要な施設である溶解施設の溶解槽は，万一，臨界が発生し
た場合においても，可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び可溶性中性子吸
収材緊急供給系により，自動で中性子吸収材の注入による未臨界措置が講
じられる設計とする。
　なお，可溶性中性子吸収材緊急供給回路に係る設計方針については，第
２章　個別項目の「2.2　溶解施設」の「2.2.1　溶解設備」，「4.1　計測
制御設備」及び「4.2　安全保護回路」に示す。

機能要求①
機能要求②

冒頭宣言

溶解設備（溶解槽，可溶性中性子吸収材緊急供給
槽，主要弁，主配管）

【機能要求②】
溶解設備（溶解槽，可溶性中性子吸収材緊急供給
槽，主要弁，主配管）
計測制御設備（溶解槽 放射線レベル計）
安全保護回路（可溶性中性子吸収材緊急供給回路
及びせん断停止回路） 設計方針（溶解槽におけ

る可溶性中性子吸収材緊
急供給系の設計）

－ － － △ － 基本方針 － －

＜容器＞
・容量
・主要材料
・主要寸法
＜主要弁＞
・駆動方式
・主要材料
・主要寸法
＜主配管＞
・主要材料
・主要寸法
＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
＜インターロッ
ク＞
・検出器の種類
・設定値

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

＜ラック/ピッ
ト/棚（臨界管
理）＞
・臨界管理（核
的制限値）
＜容器（臨界管
理）＞
・臨界管理（核
的制限値）
＜機械・検査装
置（臨界管理）
＞
・臨界管理（核
的制限値）

以下の設備の臨界安全管理表に記載されている機
器
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
分離設備
分配設備
プルトニウム精製設備
ウラン脱硝設備（ウラン脱硝系）
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（粉体系）
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
分析設備

基本方針基本方針

評価条件（複数ユニット
の核的制限値の設定の考
え方）
評価方法（複数ユニット
の未臨界評価方法）
評価（複数ユニットの未
臨界評価）

1025



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６条・第33条：地震による損傷の防止 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(1/1)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

＜建物・構築物＞
使⽤済燃料輸送容器管理建屋(使⽤済
燃料収納使⽤済燃料輸送容器保管庫)
使⽤済燃料受⼊れ・貯蔵管理建屋

＜建物・構築物＞
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
低レベル廃棄物処理建屋
分析建屋
出⼊管理建屋
ガラス固化体受⼊れ建屋

・六⾓鉄塔⽀持形
（制振装置付き）

＜建物・構築物＞
使⽤済燃料輸送容器管理建屋(使⽤済
燃料収納使⽤済燃料輸送容器保管庫)
使⽤済燃料受⼊れ・貯蔵管理建屋

＜建物・構築物＞
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
出⼊管理建屋

・六⾓鉄塔⽀持形
（制振装置付き）

凡例

・「説明対象」について

〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目

△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

－：当該申請回次で記載しない項目

― ＜ポンプ＞
・容量
・揚程
・出⼒
・個数

＜水位検出器＞
・範囲
・個数

基本方針
【機能要求②】
地下水排水設備

―

― ―

― ○ 基本方針

―

項目
番号 基本設計方針

第１回

主な設備 展開事項要求種別

第２回

― ―

95 c. 建物・構築物への地下水の影響
耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築物は，周囲の地下水を排
水し，基礎スラブ底面レベル以深に地下水位を維持できるよう地下水排水設備(サ
ブドレンポンプ，水位検出器等)を設置する。また，基準地震動Ｓｓによる地震⼒
に対して，必要な機能が保持できる設計とするとともに，非常⽤電源設備又は基準
地震動Ｓｓによる地震⼒に対し機能維持が可能な発電機からの給電が可能な設
計とする。

定義
機能要求①
機能要求②
評価要求

基本方針
地下水排水設備（集水管・サブドレン管・
サブドレンピット・サブドレンシャフト・サブドレ
ンポンプ・揚水管・水位検出器・制御盤・電
源）

○設計方針
評価

31

基本方針

冒頭宣言
機能要求②
評価要求

(e)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，
Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重
大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設，可搬型重大事故等対処
設備の波及的影響によって，その重大事故等に対処するために必要な機能を損な
わない設計とする。

22

冒頭宣言
機能要求②
評価要求

(f)耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によっ
て，その安全機能を損なわない設計とする。

基本方針
設計方針
評価

重大事故等対処施設に対し波及的影響
を及ぼすおそれのある施設

基本方針
設計方針
評価

―

耐震重要施設に対し波及的影響を及ぼす
おそれのある耐震重要度の下位クラス施設

○

＜系統＞
使⽤済燃料輸送容器受⼊れ・保管設備
燃料取出し設備
燃料移送設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備
直流電源設備
計測制御⽤交流電源設備
北換気筒(使⽤済燃料輸送容器管理建
屋換気筒)
北換気筒(使⽤済燃料受⼊れ・貯蔵建屋
換気筒)

○

―⻯巻防護対策設備

＜系統＞
北換気筒(使⽤済燃料輸送容器管理建
屋換気筒)
北換気筒(使⽤済燃料受⼊れ・貯蔵建屋
換気筒)

＜系統＞
溶解設備
分離設備
分配設備
分離建屋⼀時貯留処理設備
プルトニウム精製設備
精製建屋⼀時貯留処理設備
精製建屋⼀時貯留処理設備
塔槽類廃ガス処理設備(前処理建屋塔槽
類廃ガス処理設備，塔槽類廃ガス処理
系，塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム
系)，パルセータ廃ガス処理系，ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処
理設備，⾼レベル濃縮廃液廃ガス処理
系)
換気設備(前処理建屋排気系，分離建
屋排気系，精製建屋排気系，ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋排気系，⾼レベ
ル廃液ガラス固化建屋排気系)
北換気筒(ハル・エンドピース及び第１ガラ
ス固化体貯蔵建屋換気筒)
⾼レベル廃液処理設備(⾼レベル濃縮廃
液貯蔵系)
⾼レベル廃液ガラス固化設備

○

＜系統＞
溶解設備
分離設備
分配設備
分離建屋⼀時貯留処理設備
プルトニウム精製設備
精製建屋⼀時貯留処理設備
精製建屋⼀時貯留処理設備
塔槽類廃ガス処理設備(前処理建屋塔槽
類廃ガス処理設備，塔槽類廃ガス処理
系，塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム
系)，パルセータ廃ガス処理系，ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処
理設備，⾼レベル濃縮廃液廃ガス処理
系)
換気設備(前処理建屋排気系，分離建
屋排気系，精製建屋排気系，ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋排気系，⾼レベ
ル廃液ガラス固化建屋排気系)
北換気筒(ハル・エンドピース及び第1ガラス
固化体貯蔵建屋換気筒)
⾼レベル廃液処理設備(⾼レベル濃縮廃
液貯蔵系)
⾼レベル廃液ガラス固化設備

―
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第８条：外部からの衝撃による損傷の防止 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更②）

申請対象設備
（２項変更③）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

基本方針
(竜巻防護対策設備)

基本方針
(竜巻防護対策設備)

基本方針
(竜巻防護対策設備)

―

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

基本方針
(竜巻防護対策設備)

○

基本方針
設計方針（設計方針）
評価条件
評価方法（竜巻防護対策
設備）
評価（竜巻防護対策設
備）

竜巻防護対策設備
・飛来物防護板（前処理建屋　安全
蒸気系設置室）
・飛来物防護板（精製建屋　非常用
所内電源系統及び計測制御系統施設
設置室　A）
・飛来物防護板（精製建屋　非常用
所内電源系統及び計測制御系統施設
設置室　B）
・飛来物防護板（非常用電源建屋
第２非常用ディーゼル発電機及び非
常用所内電源系統設置室　A　北ブ
ロック）
・飛来物防護板（非常用電源建屋
第２非常用ディーゼル発電機及び非
常用所内電源系統設置室　A　南ブ
ロック）
・飛来物防護板（非常用電源建屋
第２非常用ディーゼル発電機及び非
常用所内電源系統設置室　B　北ブ
ロック）
・飛来物防護板（非常用電源建屋
第２非常用ディーゼル発電機及び非
常用所内電源系統設置室　B　南ブ
ロック）
・飛来物防護板（第１ガラス固化体
貯蔵建屋　床面走行クレーン　遮蔽
容器設置室）
・飛来物防護板（主排気筒接続用
屋外配管及び屋外ダクト　主排気筒
周り）
・飛来物防護板（主排気筒接続用
屋外配管及び屋外ダクト　分離建屋
屋外）
・飛来物防護板（主排気筒接続用
屋外配管及び屋外ダクト　精製建屋
屋外）
・飛来物防護板（主排気筒接続用
屋外配管及び屋外ダクト　高レベル
廃液ガラス固化建屋屋外）
・飛来物防護板（制御建屋　中央制
御室換気設備設置室）
・飛来物防護板（冷却塔接続　屋外
設備）

評価要求
機能要求②

(1)　飛来物防護板
 飛来物防護板は，防護板(鋼材)とそれを支持する支持架構又は建屋に
支持される防護板(鉄筋コンクリート)で構成し，以下の設計とする。
a. 防護板は，設計飛来物の貫通及び裏面剥離を防止できる設計とす
る。
b. 支持架構は，設計荷重(竜巻)に対し，防護板(鋼材)を支持できる強
度を有する設計とする。
c. 飛来物防護板は，排気機能に影響を与えない設計とする。
d. 飛来物防護板は，設計荷重(竜巻)により，竜巻防護対象施設に波及
的影響を与えない設計とする。
e.飛来物防護板は，竜巻以外の自然現象及び人為事象により，竜巻防
護対象施設に波及的影響を与えない設計とする。

34

寸法（線径，網
目，厚さ）
材料

○

竜巻防護対策設備
・飛来物防護ネット（使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設用　安全冷却水系冷却塔A）
・飛来物防護ネット（使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設用　安全冷却水系冷却塔B）

竜巻防護対策設備
・飛来物防護ネット（再処理設備本体用　安全冷
却水系冷却塔A）
・飛来物防護ネット（第２非常用ディーゼル発電
機用　安全冷却水系冷却塔A）
・飛来物防護ネット（第２非常用ディーゼル発電
機用　安全冷却水系冷却塔B）

寸法（線径，網
目，厚さ）
材料

― ―

○ ―

竜巻防護対策設備
・飛来物防護板（前処理建屋　安全蒸気系設置
室）
・飛来物防護板（精製建屋　非常用所内電源系統
及び計測制御系統施設設置室　A）
・飛来物防護板（精製建屋　非常用所内電源系統
及び計測制御系統施設設置室　B）
・飛来物防護板（非常用電源建屋　第２非常用
ディーゼル発電機及び非常用所内電源系統設置室
A　北ブロック）
・飛来物防護板（非常用電源建屋　第２非常用
ディーゼル発電機及び非常用所内電源系統設置室
A　南ブロック）
・飛来物防護板（非常用電源建屋　第２非常用
ディーゼル発電機及び非常用所内電源系統設置室
B　北ブロック）
・飛来物防護板（非常用電源建屋　第２非常用
ディーゼル発電機及び非常用所内電源系統設置室
B　南ブロック）
・飛来物防護板（第１ガラス固化体貯蔵建屋　床
面走行クレーン　遮蔽容器設置室）
・飛来物防護板（主排気筒接続用　屋外配管及び
屋外ダクト　主排気筒周り）
・飛来物防護板（主排気筒接続用　屋外配管及び
屋外ダクト　分離建屋屋外）
・飛来物防護板（主排気筒接続用　屋外配管及び
屋外ダクト　精製建屋屋外）
・飛来物防護板（主排気筒接続用　屋外配管及び
屋外ダクト　高レベル廃液ガラス固化建屋屋外）
・飛来物防護板（制御建屋　中央制御室換気設備
設置室）
・飛来物防護板（冷却塔接続　屋外設備）

寸法（厚さ）
材料

― ― ―

主な設備 展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別

第２回第１回

竜巻防護対策設備
・飛来物防護ネット（使用済燃料の
受入れ施設及び貯蔵施設用　安全冷
却水系冷却塔A）
・飛来物防護ネット（使用済燃料の
受入れ施設及び貯蔵施設用　安全冷
却水系冷却塔B）
・飛来物防護ネット（再処理設備本
体用　安全冷却水系冷却塔A）
・飛来物防護ネット（再処理設備本
体用　安全冷却水系冷却塔B）
・飛来物防護ネット（第２非常用
ディーゼル発電機用　安全冷却水系
冷却塔A）
・飛来物防護ネット（第２非常用
ディーゼル発電機用　安全冷却水系
冷却塔B）

竜巻防護対策設備
・飛来物防護ネット（再処理設備本体用　安全
冷却水系冷却塔B）

基本方針
設計方針（設計方針）
評価条件
評価方法（竜巻防護対策
設備）
評価（竜巻防護対策設
備）

○35

(2) 飛来物防護ネット
 冷却塔周りに設置する飛来物防護ネット(補助防護板を含む。)は，防
護ネット及び防護板(鋼材)とそれらを支持する支持架構で構成し，以
下の設計とする。
a. 防護ネットは，設計飛来物の運動エネルギを吸収できる強度を有す
る設計とする。
b. 防護ネットは，飛来物の衝突によりたわみが生じた場合でも，竜巻
防護対象施設に衝突しない離隔距離を確保する設計とする。
c. 防護ネット(補助防護板を含む。)は，設計飛来物の通過及び貫通を
防止できる設計とする。
d. 支持架構に直接設置する防護ネットは，ネットと支持架構の隙間を
設計上考慮する飛来物の大きさ以下とするため，鋼製の補助防護板を
設置する設計とする。
e. 防護板(鋼材)は，設計飛来物の貫通を防止できる設計とする。
f. 支持架構は，設計荷重(竜巻)に対し，防護ネット及び防護板(鋼材)
を支持できる強度を有する設計とする。
g. 飛来物防護ネットは，内包する冷却塔の冷却能力に影響を与えない
設計とする。
h. 飛来物防護ネットは，設計荷重(竜巻)により，竜巻防護対象施設に
波及的影響を与えない設計とする。
i.飛来物防護ネットは，竜巻以外の自然現象及び人為事象により，竜
巻防護対象施設に波及的影響を与えない設計とする。

評価要求
機能要求②
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第８条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

施設共通　基本設計方針
(耐火被覆又は遮熱版)

－ －
施設共通　基本設計方針
(耐火被覆又は遮熱版)

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(3)航空機墜落による火災に対する設計方針

【2.1.3(3)航空機墜落による火災に対する設計方
針】
・熱影響により外部火災防護対象施設の安全機能
を損なうおそれがある場合には，１時間耐火の大
臣認定を取得した耐火被覆を施工する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の設
計方針及び評価方針
5.3 航空機墜落による火災の熱影響評価

【5.3 航空機墜落による火災の熱影響評価】
・耐火被覆又は遮熱板により防護される外部火災
防護対象施設に対する熱影響評価の方針及び評価
式について記載する。

安全冷却水B冷却塔

設置要求
機能要求②

○

航空機墜落火災の熱影響により，外部火災防護対象施設の安全機能を損なう
おそれがある場合には，耐火被覆による対策を講じ，耐火被覆を施工できな
い駆動部等の部位に対しては，遮熱板による対策を講ずることで，安全機能
を損なわない設計とする。
耐火被覆(主材)は，建築基準法における耐火性能に関する技術的基準のう
ち，１時間耐火性能を満足し，国土交通大臣の認定を取得した塗料を用い，
必要厚さ以上を施工する設計とする。
耐火被覆の施工にあたっては，主材に対し，主材の剥がれを防止するため，
上記認定を受けた下塗りを施工し，劣化等から保護する中塗り及び上塗りの
塗装を施工する設計とする。
耐火被覆に係る塗装は，周辺施設を含め，航空機墜落火災の想定位置を考慮
し，外部火災防護対象施設の安全機能を損なうおそれがある部位を抽出し，
火災の直近となる部位は全てを，その他の部位は離隔距離が確保できない部
位を対象とし，輻射を遮るように施工する設計とする。
遮熱板は，防護する部位への輻射を遮るように囲み，鋼板の受熱面側に耐火
被覆に係る塗装を施工する設計とする。また，防護する部位及び遮熱板の点
検等の保守性を考慮した設計とする。

44

主排気筒管理建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃ガス処
理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガス処理
系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気
設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備）
竜巻防護対策設備

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

基本方針
設計方針
評価方針

評価

【2.1.3(3)航空機墜落による火災に対する設計方
針】
・熱影響により外部火災防護対象施設の安全機能
を損なうおそれがある場合には，１時間耐火の大
臣認定を取得した耐火被覆を施工する。

Ⅵ-1-1-1-3-3 外部火災への配慮が必要な施設の設
計方針及び評価方針
5.3 航空機墜落による火災の熱影響評価

【5.3 航空機墜落による火災の熱影響評価】
・耐火被覆又は遮熱板により防護される外部火災
防護対象施設に対する熱影響評価の方針及び評価
式について記載する。 ＜耐火被覆＞

・塗装範囲、厚
さ
・主要材料

＜遮熱板＞
・板厚
・塗装厚さ
・主要材料

Ⅵ-1-1-1-3-1 外部火災への配慮に関する基本方針
2.1.3　外部火災から防護すべき施設の設計方針
(3)航空機墜落による火災に対する設計方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第８条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

設置要求
機能要求②

航空機墜落火災の熱影響により，外部火災防護対象施設の安全機能を損なう
おそれがある場合には，耐火被覆による対策を講じ，耐火被覆を施工できな
い駆動部等の部位に対しては，遮熱板による対策を講ずることで，安全機能
を損なわない設計とする。
耐火被覆(主材)は，建築基準法における耐火性能に関する技術的基準のう
ち，１時間耐火性能を満足し，国土交通大臣の認定を取得した塗料を用い，
必要厚さ以上を施工する設計とする。
耐火被覆の施工にあたっては，主材に対し，主材の剥がれを防止するため，
上記認定を受けた下塗りを施工し，劣化等から保護する中塗り及び上塗りの
塗装を施工する設計とする。
耐火被覆に係る塗装は，周辺施設を含め，航空機墜落火災の想定位置を考慮
し，外部火災防護対象施設の安全機能を損なうおそれがある部位を抽出し，
火災の直近となる部位は全てを，その他の部位は離隔距離が確保できない部
位を対象とし，輻射を遮るように施工する設計とする。
遮熱板は，防護する部位への輻射を遮るように囲み，鋼板の受熱面側に耐火
被覆に係る塗装を施工する設計とする。また，防護する部位及び遮熱板の点
検等の保守性を考慮した設計とする。

44

項目
番号

基本設計方針 要求種別
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

－ －

第２回

冷却水設備（安全冷却水系）
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃ガス
処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガス処
理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換
気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設
備）
主排気筒
主排気筒管理建屋

第１Gr申請と同一

－○ 冷却水設備（安全冷却水系） － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２－１

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

△ 基本方針

<熱交換器>
・容量
・伝熱面積
・主要材料
・主要寸法

<主配管>
・主要寸法
・主要材料

第１回 第２回

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

1

第1章　共通項目
4.　閉じ込めの機能
4.1　閉じ込め
　安全機能を有する施設は，放射性物質を系統若しくは機器に閉じ込める，又
は漏えいした場合においても，セル，グローブボックス及びこれらと同等の閉
じ込め機能を有する施設（以下「セル等」という。）若しくは建屋内に保持
し，放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

・プルトニウム精製設備の注水槽，注水槽の液位計
・北換気筒
・低レベル廃棄物処理建屋換気筒

・施設共通　基本設計方針

【機能要求②】
・使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
・使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備，燃料貯蔵設
備，燃料送出し設備，プール水冷却系，プール水浄
化系，補給水設備）
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備（受入れ系，蒸発濃縮系，ウラン
脱硝系）
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系，ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝系，焙焼・還元系，粉
体系）
・酸回収設備（第１酸回収系，第２酸回収系）
・溶媒回収設備（分離・分配系，プルトニウム精製
系，ウラン精製系，溶媒処理系）
・ウラン酸化物貯蔵設備
・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
・計測制御設備
・安全保護回路
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備（前処理建屋塔槽類廃ガス
処理設備，塔槽類廃ガス処理系（分離建屋），パル
セータ廃ガス処理系（分離建屋），塔槽類廃ガス処
理系（ウラン系），塔槽類廃ガス処理系（プルトニ
ウム系），パルセータ廃ガス処理系（精製建屋），
溶媒処理廃ガス処理系，ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔
槽類廃ガス処理設備，高レベル濃縮廃液廃ガス処理
系，不溶解残渣廃液廃ガス処理系，低レベル廃液処
理建屋塔槽類廃ガス処理設備，低レベル濃縮廃液処
理廃ガス処理系，廃溶媒処理廃ガス処理系，雑固体
廃棄物焼却処理廃ガス処理系，塔槽類廃ガス処理系
（低レベル廃棄物処理建屋），チャンネルボック
ス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理
設備，ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処
理設備，分析建屋塔槽類廃ガス処理設備）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・主排気筒
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系，ア
ルカリ廃液濃縮系，高レベル濃縮廃液貯蔵系，不溶
解残渣廃液貯蔵系，アルカリ濃縮廃液貯蔵系，共用
貯蔵系）
・低レベル廃液処理設備（第1低レベル廃液処理系，
第2低レベル廃液処理系，使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設廃液処理系，油分除去系，海洋放出管理
系）
・高レベル廃液ガラス固化設備
・低レベル固体廃棄物処理設備（低レベル濃縮廃液
処理系，廃溶媒処理系，雑固体廃棄物処理系，チャ
ンネルボックス・バーナブルポイズン処理系）
・低レベル固体廃棄物貯蔵設備（廃樹脂貯蔵系，ハ
ル・エンドピース貯蔵系）
・安全圧縮空気系
・安全冷却水系
・分析設備

上記の設備のうち，使用済燃料等を内包又は取り扱
う主要な系統及び機器

・換気設備（使用済燃料輸送容器管理建屋換気設
備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備，前処理
建屋換気設備，分離建屋換気設備，精製建屋換気設
備，ウラン脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混
合酸化物貯蔵建屋換気設備，高レベル廃液ガラス固
化建屋換気設備，第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設
備，低レベル廃液処理建屋換気設備，低レベル廃棄
物処理建屋換気設備，ハル・エンドピース貯蔵建屋
換気設備，チャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン処理建屋換気設備，分析建屋換気設備）

上記の換気設備のうち，主要な系統及び機器

基本方針
設計方針（閉じ込め）

－ 基本方針基本方針△

<容器>
・主要材料
・主要寸法
・容量

<運搬・製品容器
>
・主要材料
・主要寸法

<ポンプ>
・揚程又は吐出
圧力
・容量
・原動機

<熱交換器>
・主要材料
・主要寸法
・伝熱面積
・容量

<圧縮機>
・容量
・吐出圧力
・主要材料
・主要寸法

<核物質等取扱
ボックス>
・主要材料
・主要寸法
・漏えい率

<機械装置>
・主要材料
・主要寸法

<主配管>
・主要材料
・主要寸法

<ファン>
・主要材料
・主要寸法
・容量
・原動機

<フィルタ>
・主要材料
・主要寸法
・効率
・容量

<建物・構築物>
・主要材料
・主要寸法

<主要弁>
・閉止時間
・駆動方式
・主要材料
・主要寸法

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲

＜インターロッ
ク＞
・検出器の種類
・設定値

<ろ過装置>
・主要材料
・主要寸法

基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２－１

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

第１回 第２回

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

△ 基本方針 －

7

　液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を設置する室の床には漏えい液
受皿を設置し，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合は，漏えいを検知
し，漏えいの拡大を防止するとともに，漏えいした液の移送及び処理ができる
設計とする。

機能要求①
機能要求②
評価要求

6

(2)　漏えい液の回収
　液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を収納するセル等の床にはステ
ンレス鋼製の漏えい液受皿を設置し，液体状の放射性物質がセル等に漏えいし
た場合は，漏えい検知装置により検知し，漏えいの拡大を防止するとともに，
漏えいした液の性状に応じて定めた移送先に移送し処理できる設計とする。

機能要求①
機能要求②
評価要求

・使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化系）
・ウラン精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備（受入系，蒸発濃縮系，ウラン脱
硝系）
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系，ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝系）
・溶媒回収設備（プルトニウム精製系）
・計測制御設備
・高レベル廃液処理設備（高レベル濃縮廃液貯蔵
系）
・低レベル廃液処理設備（第1低レベル廃液処理系，
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系，
海洋放出管理系）
・低レベル固体廃棄物処理設備（低レベル濃縮廃液
処理系,廃溶媒処理系）
・低レベル固体廃棄物貯蔵設備（廃樹脂貯蔵系，ハ
ル・エンドピ－ス貯蔵系）
・分析設備

上記の設備のうち，室に設置している漏えい液受皿
からの漏えい液回収に係る系統及び機器
回収が重力流によらない場合：漏えい液受皿，漏え
いを検知するための設備
回収が重力流による場合：漏えい液受皿，漏えいを
検知するための設備及び漏えい液受皿から最終回収
先の貯槽までの配管

基本方針
設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大
防止）
評価条件（漏えいの拡大
防止）
評価（漏えいの拡大防
止）

・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系，ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝系）
・酸回収設備（第１酸回収系，第２酸回収系）
・溶媒回収設備（分離・分配系，プルトニウム精製
系，ウラン精製系，溶媒処理系）
・計測制御設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処理系（分
離建屋），塔槽類廃ガス処理系（ウラン系），塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）,ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備，高レベ
ル濃縮廃液廃ガス処理系，不溶解残渣廃液廃ガス処
理系）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設
備）
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系，ア
ルカリ廃液濃縮系，高レベル濃縮廃液貯蔵系，不溶
解残渣廃液貯蔵系，アルカリ濃縮廃液貯蔵系，共用
貯蔵系）
・低レベル廃液処理設備（第１低レベル廃液処理
系）
・高レベル廃液ガラス固化設備
・分析設備

上記の設備のうち，セル等からの漏えい液回収に係
る系統及び機器
回収が重力流によらない場合：漏えい液受皿，漏え
い検知装置
回収が重力流による場合：漏えい液受皿，漏えい検
知装置及び漏えい液受皿から最終回収先の貯槽まで
の配管

※漏えいした液が沸騰又は爆発のおそれのある液体
状の放射性物質を内包する機器からの漏えいにおけ
る受皿以降の回収系統は，項目番号9で抽出する。

基本方針
設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大
防止・漏えい液の回収能
力）
評価条件評価（漏えいの
拡大防止・漏えい液の回
収能力）
評価（漏えいの拡大防
止・漏えい液の回収能
力）

△ 基本方針 －

－ －－

基本方針

基本方針

基本方針

<容器>
・主要材料
・主要寸法
・高さ

<核物質等取扱
ボックス>
・主要材料
・主要寸法
・高さ

<主配管>
・主要材料
・主要寸法

<計装／放管設
備〉
・検出器の種類
・計測範囲
・設定値

<容器>
・主要材料
・主要寸法
・高さ

<主配管>
主要材料
主要寸法

<計装／放管設備
>
・検出器の種類
・計測範囲
・設定値

－ －

△

△
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２－１

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

第１回 第２回

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

13
　熱媒をセル内に設置された流体状の放射性物質を内包する設備へ供給する場
合は，熱媒中への放射性物質の漏えいを検知できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

施設共通　基本設計方針

【機能要求②】
セル内に熱媒を供給する設備の経路上に設置してい
る計測制御設備

基本方針
設計方針（閉じ込め）

△ 基本方針 － △ － 基本方針 － －

〈計装／放管設
備〉
・検出器の種類
・計測範囲
・設定値

△ 基本方針 －

10

b.　臨界のおそれのある漏えい液の回収
　通常の運転状態において硝酸プルトニウム並びに硝酸プルトニウム及び硝酸
ウラニルの混合溶液の無限体系の未臨界濃度以上のプルトニウムを含む溶液を
内包する機器を収納するセルの床には，万一漏えいが発生した場合でも臨界と
ならない漏えい液受皿を設ける設計とする。
　なお，漏えい液受皿の臨界管理に関する設計については，第１章　共通項目
の「1.　核燃料物質の臨界防止」の「1.1　核燃料物質の臨界防止に関する設
計」に基づくものとする。

機能要求②
評価要求
冒頭宣言

9

a.　沸騰するおそれのある又はn－ドデカンの引火点に達するおそれのある漏え
い液の回収
　漏えいした液の発熱量が大きく，沸騰のおそれがあるか又はTBP，n-ドデカン
及びこれらの混合物（以下「有機溶媒」という。）を含む漏えいした液がn-ド
デカンの引火点に達するおそれのあるセル等については，漏えいを検知するた
めの漏えい検知装置を多重化し，万一外部電源が喪失した場合でも，漏えいし
た液を確実に移送するために，スチームジェットポンプを使用する場合の蒸気
はその他再処理設備の附属施設の安全蒸気系から供給し，ポンプを使用する場
合の電源は非常用所内電源系統に接続する設計とする。また，ポンプは，多重
化するか，万一故障しても漏えいした液が沸騰に至らない間に修理又は交換で
きる設計とする。
　なお，安全蒸気系の設計については，第2章　個別項目の「7.　その他再処理
設備の附属施設」の「7.2.3　蒸気供給設備」に示す。

機能要求①
機能要求②
評価要求
冒頭宣言

11

　連続移送の配管から漏えいのおそれがあり，漏えいしたプルトニウムを含む
溶液の回収が重力流によらない場合は，漏えい検知装置を臨界安全管理の観点
から多重化し，万一漏えいした場合には，漏えいを確実に検知し移送する設計
とする。
　通常の運転状態において無限体系の未臨界濃度以上のプルトニウムを含む溶
液を連続移送する配管から漏えいのおそれがあり，漏えいしたプルトニウムを
含む溶液の回収が重力流によらない場合は，漏えい液受皿の集液溝を監視する
装置により，漏えいを検知する設計とする。

設置要求
機能要求②
評価要求

施設共通　基本設計方針

【機能要求②】
・プルトニウム精製設備
・計測制御設備

上記の設備のうち，連続移送配管から漏えいした未
臨界濃度以上のプルトニウムを含む溶液の回収が重
力流によらない漏えい液受皿，漏えい検知装置

基本方針
設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大
防止）
評価条件（漏えいの拡大
防止）
評価（漏えいの拡大防
止）

・プルトニウム精製設備
・精製施設一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系）

上記の設備のうち，臨界防止として，液厚管理の必
要がある漏えい液受皿

基本方針
設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大
防止）
評価条件（漏えいの拡大
防止）
評価（漏えいの拡大防
止）

・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・プルトニウム精製設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系，高
レベル濃縮廃液貯蔵系，不溶解残渣廃液貯蔵系，共
用貯蔵系）
・高レベル廃液ガラス固化設備
・計測制御設備
・安全蒸気系

上記の設備のうち，沸騰するおそれがある漏えい液
又はn-ドデカンの引火点に達するおそれのある漏え
い液受皿，漏えい検知装置，漏えい液受皿から回収
貯槽までの配管，ポンプで回収する場合はポンプ，
スチームジェットポンプで回収する場合はスチーム
ジェットポンプ並びに安全蒸気の供給に必要な系統
及び機器を対象とする。発熱量が大きく，安全に回
収するために希釈が必要な場合には，希釈液の供給
系統も含める。

基本方針
設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大
防止）
評価条件（漏えいの拡大
防止）
評価（漏えいの拡大防
止）

△ 基本方針 －

△ 基本方針 － △

△

△

－ －基本方針

－

－

－

〈容器〉
・主要材料
・主要寸法
・高さ

<容器>
・主要材料
・主要寸法
・高さ

<計装／放管設備
>
・検出器の種類
・計測範囲
・設定値

基本方針

基本方針

<熱交換器>
・主要材料
・主要構造
・容量
・伝熱面積

<ポンプ>
・揚程又は吐出
圧力
・容量
・原動機

〈容器〉
・主要材料
・主要寸法
・高さ
・容量

<主配管>
・主要材料
・主要寸法

<計装／放管設備
>
・検出器の種類
・計測範囲
・設定値

－ －

－ －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２－１

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

第１回 第２回

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

15

4.1.4　放射性物質を取り扱う設備，セル等及び室の負圧維持
　プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を内包する系統及び機器，セル等
並びにこれらを収納する建屋は，原則として，気体廃棄物の廃棄施設により常
時負圧に保ち，それぞれの気圧は，建屋，セル等，系統及び機器の順に低くす
ることで漏えいの拡大を防止する設計とする。
　また，上記以外の放射性物質を内包する系統及び機器，セル等並びにこれら
を収納する建屋は，気体廃棄物の廃棄施設により負圧に保ち，それぞれの気圧
は，建屋，セル等，系統及び機器の順に低くすることで漏えいの拡大を防止す
る設計とする。
　気体廃棄物の廃棄施設は，放射性物質の漏えい及び逆流を防止する設計とす
るとともに，フィルタ，洗浄塔等により放射性物質を適切に除去した後，主排
気筒，北換気筒又は低レベル廃棄物処理建屋換気筒から放出する設計とする。
　なお，放射性物質を適切に除去するための系統及び機器に関する設計につい
ては，第2章　個別項目の「5.　放射性廃棄物の廃棄施設」に示す。

機能要求①
機能要求②
冒頭宣言

16

　設計基準事故時においても，可能な限り負圧維持並びに漏えい及び逆流防止
の機能が確保される設計とするとともに，一部の換気系統の機能が損なわれた
場合においても，再処理施設全体として気体の閉じ込め機能を確保する設計と
する。

機能要求①
機能要求②

17
4.1.5　グローブボックス及びフード
　プルトニウムを含む溶液及び粉末を取り扱うグローブボックスは，給気口及
び排気口を除き密閉できる設計とする。

機能要求②

・プルトニウム精製設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系，ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝系，焙焼・還元系，粉
体系）

上記の設備のプルトニウムを含む溶液及び粉末を取
り扱うグローブボックス

基本方針
設計方針（閉じ込め）

・分離設備
・分配設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝系，焙焼・還元系，粉体系）
・計測制御設備
・安全保護回路
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備（前処理建屋塔槽類廃ガス
処理設備，塔槽類廃ガス処理系（分離建屋），パル
セータ廃ガス処理系（分離建屋），塔槽類廃ガス処
理系（プルトニウム系），パルセータ廃ガス処理系
（精製建屋），ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理設備，高レベル濃縮廃液廃ガス処
理系，不溶解残渣廃液廃ガス処理系）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備（前処理建屋換気設備，分離建屋換気設
備，精製建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋換気設備，高レベル廃液ガラス固化建屋換
気設備）
・主排気筒
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系）

上記の設備のうち，主要な系統及び機器

基本方針
設計方針（閉じ込め）

・分離設備
・分配設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備（受入れ系，ウラン脱硝系）
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系，ウ
ラン・プルトニウム混合脱硝系，焙焼・還元系，粉
体系）
・酸回収設備（第1酸回収系，第2酸回収系）
・溶媒回収設備（溶媒処理系）
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備（前処理建屋塔槽類廃ガス
処理設備，塔槽類廃ガス処理系（分離建屋），パル
セータ廃ガス処理系（分離建屋），塔槽類廃ガス処
理系（ウラン系），塔槽類廃ガス処理系（プルトニ
ウム系），パルセータ廃ガス処理系（精製建屋），
溶媒処理廃ガス処理系，ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔
槽類廃ガス処理設備，高レベル濃縮廃液廃ガス処理
系，不溶解残渣廃液廃ガス処理系，低レベル廃液処
理建屋塔槽類廃ガス処理設備，低レベル濃縮廃液処
理廃ガス処理系，廃溶媒処理廃ガス処理系，雑固体
廃棄物焼却処理廃ガス処理系，塔槽類廃ガス処理系
（低レベル廃棄物処理建屋），チャンネルボック
ス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理
設備，ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処
理設備，分析建屋塔槽類廃ガス処理設備）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備（使用済燃料輸送容器管理建屋換気設
備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備，前処理
建屋換気設備，分離建屋換気設備，精製建屋換気設
備，ウラン脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混
合酸化物貯蔵建屋換気設備，高レベル廃液ガラス固
化建屋換気設備，第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設
備，低レベル廃液処理建屋換気設備，低レベル廃棄
物処理建屋換気設備，ハル・エンドピース貯蔵建屋
換気設備，チャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン処理建屋換気設備，分析建屋換気設備）
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系，高
レベル濃縮廃液貯蔵系）
・低レベル廃液処理設備（第1低レベル廃液処理系，
第2低レベル廃液処理系）
・低レベル固体廃棄物処理設備（雑固体廃棄物処理
系）
・分析設備

上記の設備のうち，主要な系統及び機器

基本方針
設計方針（閉じ込め）

△ 基本方針 －

△ 基本方針 －

△ 基本方針 －

△

△ 基本方針

基本方針－△

－ －

基本方針－

－

<容器>
・容量

<熱交換器>
・容量

<ファン>
容量
原動機

<主配管>
・主要材料
・主要寸法

<ポンプ>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・原動機

<核物質等取扱
ボックス>
・主要寸法
・主要材料
・漏えい率

<容器>
・容量

<熱交換器>
・容量

<ファン>
・容量
・原動機

<フィルタ>
・効率
・容量

<主配管>
・主要寸法
・主要材料

＜主要弁＞
・閉止時間
・駆動方式
・主要寸法
・主要材料

<ポンプ>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・原動機

<建物・構築物>
・主要材料
・主要寸法

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲

＜インターロッ
ク＞
・検出器の種類
・設定値

－ －
<核物質等取扱
ボックス>
・漏えい率

－ －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十条 閉じ込めの機能／第二十六条 使用済燃料等による汚染の防止）

別紙２－１

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

第１回 第２回

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

・前処理建屋
・分離建屋
・精製建屋
・ウラン脱硝建屋
・低レベル廃棄物処理建屋
・チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋

上記の建屋において，施設外に通じる出入口又はそ
の周辺部に設置している液体状の放射性物質の施設
外への漏えいを防止する堰

基本方針
設計方針（閉じ込め）
評価方針（漏えいの拡大
防止）
評価条件（漏えいの拡大
防止）
評価（漏えいの拡大防
止）

△ 基本方針 － △

<建物・構築物>
・主要材料
・主要寸法
・床面及び壁面
の塗装の範囲

18
　フードは，気体廃棄物の廃棄施設により開口部からの空気流入風速を確保す
る設計とする。

機能要求①
機能要求②

19

4.1.6　崩壊熱除去
　再処理施設は，使用済燃料及びその溶解液，放射性廃棄物等の貯蔵及び処理
時に発生する崩壊熱による異常な温度上昇を防止する設計とする。
　なお，溶解液等の貯蔵及び処理時に発生する崩壊熱による溶液の異常な温度
上昇を防止するために使用する安全冷却水系の設計については，第2章 個別項
目の「7.　その他再処理設備の附属施設」の「7.2.2　冷却水設備」に示す。
　また，使用済燃料，製品貯蔵容器及び放射性廃棄物であるガラス固化体の貯
蔵時に発生する崩壊熱による異常な温度上昇の防止に関する設計については，
それぞれ第2章　個別項目の「1.　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設」，
「3.　製品貯蔵施設」及び「5.　放射性廃棄物の廃棄施設」の「5.3　固体廃棄
物の廃棄施設」に示す。

機能要求①
機能要求②
評価要求
冒頭宣言

20

4.1.7　液体状の放射性物質の施設外への漏えい防止
　液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を設置する室の床には「4.1.3
放射性物質の漏えい拡大防止」に示す漏えい液受皿を設置し，液体状の放射性
物質が施設外へ漏えいすることを防止する設計としている。
　漏えい液受皿を設置しない場合は，液体状の放射性物質を取り扱う設備の周
辺部又は施設外に通じる出入口若しくはその周辺部に堰を設置することによ
り，液体状の放射性物質を内包する機器からの漏えい量のうち，最大の漏えい
量をもってしても，施設外へ漏えいすることを防止する設計とする。

機能要求②
評価要求

・プルトニウム精製設備
・ウラン脱硝設備（受入れ系，ウラン脱硝系）
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（粉体系）
・塔槽類廃ガス処理設備（塔槽類廃ガス処理系（低
レベル廃棄物処理建屋））
・換気設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設
備，分離建屋換気設備，精製建屋換気設備，ウラン
脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋換気設備，分析建屋換気設備）
・分析設備

上記の設備のうち，フード及びフードからの排気系

基本方針
設計方針（閉じ込め）

・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備（溶液系）
・高レベル廃液処理設備（高レベル廃液濃縮系，高
レベル濃縮廃液貯蔵系，不溶解残渣廃液貯蔵系，共
用貯蔵系）
・高レベル廃液ガラス固化設備
・安全冷却水系

上記設備のうち，事業変更許可申請書 添付書類六
第９.５－２表に記載の崩壊熱除去用冷却水を必要と
する機器へ冷却水を供給する系統及び機器（冷却
塔，ポンプ，熱交換器，容器）

基本方針
設計方針(崩壊熱除去)
評価条件（崩壊熱除去）
評価方法（崩壊熱除去）
評価(崩壊熱除去)

△ 基本方針

<熱交換器>
・伝熱面積
・容量
・主要材料
・主要寸法

<主配管>
・主要寸法
・主要材料

△ 基本方針 －

基本方針

基本方針

－ 基本方針 － －

基本方針△

－ －基本方針△

－ －

<核物質等取扱
ボックス>
・開口部風速

<ファン>
・容量
・原動機

<主配管>
・主要寸法
・主要寸法

<容器>
・容量
・伝熱面積
・主要材料
・主要寸法

<熱交換器>
・容量
・伝熱面積
・主要材料
・主要寸法

<ポンプ>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・原動機

<主配管>
・主要寸法
・主要材料
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

26

　放射性物質を含む有機溶媒を内包する機器で加温を行う機器は，化学的
制限値(n-ドデカンの引火点74℃)を設定し，化学的制限値を超えて加温す
ることがないように，溶液の温度を監視して，温度高により警報を発する
とともに，自動で加温を停止する設計とする。

運用要求
機能要求①
機能要求②

安全保護回路
溶媒回収設備 溶媒再生系　分離・分配系
ウラン精製設備
プルトニウム精製設備
溶媒回収設備 溶媒再生系　ウラン精製系
溶媒回収設備 溶媒再生系　プルトニウム精製系
施設共通　基本設計方針
【機能要求②】
計測制御設備

設計方針(発生防止)
基本方針(火災防護計画)

△
基本方針
施設共通　基本設計方針

－ △ － 施設共通　基本設計方針 － －

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲
＜インターロッ
ク＞
・設定値
・起動に要する
信号の個数
・起動信号を発
信させない条件

31
　蒸発缶を減圧するための系統の圧力を監視し，圧力高により警報を発す
るとともに自動で不活性ガス(窒素)を系内に注入し，有機溶媒の蒸発缶へ
の供給及び加熱蒸気の供給を自動で停止する設計とする。

機能要求①
機能要求②

溶媒回収設備　溶媒処理系
【機能要求②】
計測制御設備

設計方針(発生防止) △ 基本方針 － △ － 基本方針 － －

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲
＜インターロッ
ク＞
・設定値
・起動に要する
信号の個数
・起動信号を発
信させない条件

32
　溶媒蒸留塔の圧力を監視し，圧力高により警報を発するとともに自動で
不活性ガス(窒素)を系内に注入し，有機溶媒の蒸発缶への供給及び加熱蒸
気の供給を自動で停止する設計とする。

機能要求①
機能要求②

溶媒回収設備　溶媒処理系
【機能要求②】
計測制御設備

設計方針(発生防止) △ 基本方針 － △ － 基本方針 － －

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲
＜インターロッ
ク＞
・設定値
・起動に要する
信号の個数
・起動信号を発
信させない条件

34
外部ヒータを適切に制御するとともにその内部温度を測定し，運転状態を
監視し，温度高により外部ヒータ加熱及び廃溶媒供給を停止する設計とす
る。

機能要求①
機能要求②

廃溶媒処理系
【機能要求②】
計測制御設備

設計方針(発生防止) △ 基本方針 － △ － 基本方針 － －

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲
＜インターロッ
ク＞
・設定値
・起動に要する
信号の個数
・起動信号を発
信させない条件

35
　熱分解ガスを燃焼する装置は，その内部温度を測定し，燃焼状態を監視
し，温度低により熱分解装置への廃溶媒供給を停止する設計とする。

機能要求①
機能要求②

廃溶媒処理系
【機能要求②】
計測制御設備

設計方針(発生防止) △ 基本方針 － △ － 基本方針 － －

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲
＜インターロッ
ク＞
・設定値
・起動に要する
信号の個数
・起動信号を発
信させない条件

39

　TBP等の錯体の急激な分解反応のおそれのある機器には，熱的制限値(加
熱蒸気の最高温度135℃)を設定し，濃縮缶等の加熱部に供給する加熱蒸気
の温度を加熱蒸気の圧力により制御し，温度計により監視し，温度高によ
り警報を発するとともに，加熱蒸気の温度が設定値を超えないように，蒸
気発生器に供給する一次蒸気及び濃縮缶等の加熱部に供給する加熱蒸気を
自動で遮断する設計とする。

機能要求①
機能要求②

安全保護回路
分配設備
ウラン精製設備
プルトニウム精製設備
酸回収設備 第2酸回収系
高レベル廃液処理設備 高レベル廃液濃縮系
【機能要求②】
計測制御設備

設計方針(発生防止) △ 基本方針 － △ － 基本方針 － －

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲
＜インターロッ
ク＞
・設定値
・起動に要する
信号の個数
・起動信号を発
信させない条件

42
　また，その他再処理設備の附属施設の圧縮空気設備から空気を供給(水素
掃気)する設計とする。

機能要求①
機能要求②

溶解設備
清澄・計量設備
分離設備
分配設備
分離建屋一時貯留処理設備
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
溶媒回収設備 溶媒再生系 分離・分配系
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 溶液系
高レベル廃液濃縮系
高レベル濃縮廃液貯蔵系
不溶解残渣廃液貯蔵系
共用貯蔵系
高レベル廃液ガラス固化設備
安全圧縮空気系

設計方針(発生防止) △ 基本方針 － △ － 基本方針 － －

＜圧縮機＞
・容量
・吐出圧力
＜容器＞
・容量
・最高使用圧力
＜主配管＞
・外径
・厚さ
＜容器(掃気さ
れる貯槽)＞
・容量
・厚さ

45

　洗浄塔は，その他再処理設備の附属施設の圧縮空気設備の一般圧縮空気
系から空気を供給し，廃ガス中の水素濃度を可燃限界濃度未満に抑制する
設計とする。さらに，洗浄塔に供給する空気の流量を監視し，流量低によ
り警報を発するとともに，自動で窒素ガスを洗浄塔に供給する設計とす
る。

機能要求①
機能要求②

ウラン精製設備
【機能要求②】
計測制御設備

設計方針(発生防止) △ 基本方針 － △ － 基本方針 － －

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲
＜インターロッ
ク＞
・設定値
・起動に要する
信号の個数
・起動信号を発
信させない条件

48

　運転で水素ガスを使用する脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設
備の還元炉は，化学的制限値(還元用窒素・水素混合ガス中の可燃限界濃度
ドライ換算6.4vol%)を設定し，還元炉へ供給する還元用窒素・水素混合ガ
ス中の水素濃度を測定し，空気といかなる混合比においても可燃限界濃度
未満となるように設計する。万一，水素濃度が設定値を超える場合には，
還元炉への還元用窒素・水素混合ガスの供給を自動で停止する設計とす
る。

機能要求①
機能要求②

還元ガス供給系
【機能要求②】
計測制御設備
安全保護回路

設計方針(発生防止) △ 基本方針 － △ － 基本方針 － －

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲
＜インターロッ
ク＞
・設定値
・起動に要する
信号の個数
・起動信号を発
信させない条件

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回 第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回 第２回

116

b.制御室床下コンクリートピットの影響軽減対策
　中央制御室の制御室床下コンクリートピットに敷設する互いに相違する
系列のケーブルに関しては， 1時間以上の耐火能力を有する分離板又は隔
壁で系列間を分離する設計とする。
　また，固有の信号を発する異なる原理の火災感知器を組み合わせて設置
し，火災の発生場所が特定できる設計とする。
　さらに，中央制御室からの手動操作により早期の起動が可能なハロゲン
化物消火設備を設置する設計とする。
　なお，火災防護上の最重要設備には該当しないが使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設の制御室についても同等の設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②
評価要求

基本方針
火災防護設備
(1時間耐火隔壁(分離板))
火災防護設備 火災感知設備
火災防護設備 消火設備
(二酸化炭素消火器
消火器)
【機能要求②】
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備(床下))

設計方針(影響軽減)
評価方法(影響軽減)
評価(影響軽減)

○ 基本方針 － ○

火災防護設備
(1時間耐火隔壁)
火災防護設備 火災感知設備
火災防護設備 消火設備
(二酸化炭素消火器
消火器)
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

【機能要求②】
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備(床下))
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

火災防護設備
(1時間耐火隔壁(分離板))
火災防護設備 火災感知設備
火災防護設備 消火設備
(二酸化炭素消火器
消火器)
(制御建屋)

【機能要求②】
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備(床下))
(制御建屋)

－ －

＜容器＞
・容量
・本数

＜主配管＞
・外径
・厚さ

131

(1)　火災区域構造物及び火災区画構造物
　火災区域は，第1章　共通項目の「5.1.1安全機能を有する施設」及び
「5.1.2 重大事故等対処施設」に示す耐火壁により隣接する他の火災区域
と分離する設計とする。
　火災区画は，第1章　共通項目の「5.1.1安全機能を有する施設」及び
「5.1.2 重大事故等対処施設」に示す耐火壁，離隔距離及び系統分離状況
に応じて火災区域を細分化する設計とする。

設置要求
機能要求②

基本方針
施設共通　基本設計方針
(耐火シール，防火戸，防火ダンパ)
【機能要求②】
火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))

設計方針(火災区域の設
定)
設計方針(影響軽減)

○ 基本方針 － ○

施設共通　基本設計方針
(耐火シール，防火戸，防火ダンパ)
【機能要求②】
火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
第1非常用ディーゼル発電設備重油タンク室
使用済燃料輸送容器管理建屋
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋)

施設共通　基本設計方針
(耐火シール，防火戸，防火ダンパ)

【機能要求②】
火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))
(低レベル廃棄物処理建屋,第２低レベル廃棄物貯
蔵建屋,関連する洞道,前処理建屋,分離建屋,ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋,非常用電源建屋,
第１保管庫・貯水所,第２保管庫・貯水所,高レベ
ル廃液ガラス固化建屋,精製建屋,低レベル廃液処
理建屋,ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建屋,制御建屋,分析建
屋,出入管理建屋,主排気筒管理建屋,緊急時対策
建屋,ウラン脱硝建屋,ｳﾗﾝ酸化物貯蔵建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟ
ﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋,ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟ
ｲｽﾞﾝ処理建屋,第1軽油貯槽,第2軽油貯槽,重油貯
槽,関連する洞道)

－ －

＜火災区域構造
物＞
・主要寸法
・材料
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　このうち，火災区域は，3時間以上の耐火能力を有する耐火壁として，3
時間耐火に設計上必要な150mm以上の壁厚を有するコンクリート壁や火災耐
久試験により3時間以上の耐火能力を有する耐火壁により隣接する他の火災
区域と分離する。

設置要求
機能要求②

基本方針
施設共通　基本設計方針
(耐火シール，防火戸，防火ダンパ)
【機能要求②】
火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))

設計方針(火災区域の設
定)
設計方針(影響軽減)

○ 基本方針 － ○

施設共通　基本設計方針
(耐火シール，防火戸，防火ダンパ)
【機能要求②】
火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
第1非常用ディーゼル発電設備重油タンク室
使用済燃料輸送容器管理建屋
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋
)

施設共通　基本設計方針
(耐火シール，防火戸，防火ダンパ)

【機能要求②】
火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))
(低レベル廃棄物処理建屋,第２低レベル廃棄物貯
蔵建屋,関連する洞道,前処理建屋,分離建屋,ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋,非常用電源建屋,
第１保管庫・貯水所,第２保管庫・貯水所,高レベ
ル廃液ガラス固化建屋,精製建屋,低レベル廃液処
理建屋,ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建屋,制御建屋,分析建
屋,出入管理建屋,主排気筒管理建屋,緊急時対策
建屋,ウラン脱硝建屋,ｳﾗﾝ酸化物貯蔵建屋,ｳﾗﾝ･ﾌﾟ
ﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋,ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟ
ｲｽﾞﾝ処理建屋,第1軽油貯槽,第2軽油貯槽,重油貯
槽,関連する洞道)

－ －

＜火災区域構造
物＞
・主要寸法
・材料

133
　また，重大事故等対処施設を設置する火災区域は，3時間以上の耐火能力
を有する耐火壁により隣接する他の火災区域と分離する。

設置要求
機能要求②

施設共通　基本設計方針
(耐火シール，防火戸，防火ダンパ)
【機能要求②】
火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))

設計方針(火災区域の設
定)
設計方針(影響軽減)

－ － －

施設共通　基本設計方針
(耐火シール，防火戸，防火ダンパ)
【機能要求②】
火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

施設共通　基本設計方針
(耐火シール，防火戸，防火ダンパ)
【機能要求②】
火災防護設備
(火災区域構造物(耐火壁))
(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
第１保管庫・貯水所
第２保管庫・貯水所
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋
緊急時対策建屋
関連する洞道)

－ －

＜火災区域構造
物＞
・主要寸法
・材料

149

　火災の影響を受けるおそれのある火災防護上重要な機器等及び重大事故
等対処施設を設置する火災区域又は火災区画のうち，火災発生時の煙又は
放射線の影響により消火活動が困難となる箇所として多量の可燃性物質を
取り扱う火災区域又は火災区画(危険物の規制に関する政令に規定される著
しく消火困難な製造所等に該当する場所となる放射性物質が含まれる有機
溶媒等を貯蔵する設備を設置するセル)，可燃性物質を取扱い構造上消火活
動が困難となる火災区域又は火災区画(中央制御室床下，使用済燃料の受入
れ施設及び貯蔵施設の制御室，緊急時対策建屋の対策本部室の床下及び一
般共同溝)，等価火災時間が3時間を超える火災区域又は火災区画及び電気
品室等の火災区域又は火災区画については，自動又は中央制御室，使用済
燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室，緊急時対策建屋の建屋管理室か
らの手動操作による固定式消火設備を設置することにより，消火活動を可
能とする設計とする。

設置要求
機能要求②

基本方針
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
二酸化炭素消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)

設計方針(火災の消火) ○ 基本方針 － ○

火災防護設備 消火設備(ハロゲン化物消火設備
二酸化炭素消火設備
ハロゲン化物消火設備(局所)
(ケーブルトレイ消火設備))
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備
二酸化炭素消火設備
ハロゲン化物消火設備(局所)
(ケーブルトレイ消火設備,電源盤・制御盤消火設
備))
(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
制御建屋
緊急時対策建屋
ウラン脱硝建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋)

－ －
＜主配管＞
外径
厚さ

153

a.　消火設備の消火剤の容量
　消火設備の消火剤は，想定される火災の性質に応じた十分な容量とし
て，消防法施行規則又は試験結果に基づく消火剤容量を配備する設計とす
る。

機能要求②
評価要求

基本方針
火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備,
二酸化炭素消火設備,
ハロゲン化物消火設備(局所),ケーブルトレイ消
火設備,
電源盤・制御盤消火設備)
消火水供給設備

設計方針(火災の消火)
評価方法(火災の消火)
評価(火災の消火)

○ 基本方針 － ○

火災防護設備 消火設備
(消火水供給設備)
(ハロゲン化物消火設備
二酸化炭素消火設備
ハロゲン化物消火設備(局所)
(ケーブルトレイ消火設備))
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)

火災防護設備 消火設備
(ハロゲン化物消火設備
二酸化炭素消火設備
ハロゲン化物消火設備(局所)
(ケーブルトレイ消火設備,電源盤・制御盤消火設
備)
)
(前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
非常用電源建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
精製建屋
制御建屋
緊急時対策建屋
ウラン脱硝建屋
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋)

消火水槽(緊急時対策建屋)
防火水槽(緊急時対策建屋)

－ －

＜容器＞
・容量
・本数

＜ポンプ＞
・容量
・揚程

154
　消火用水供給系の水源は，消防法施行令，危険物の規制に関する規則及
び都市計画法施行令に基づくとともに，2時間の最大放水量に対し十分な容
量を有する設計とする。

機能要求②
基本方針
火災防護設備 消火設備
(消火用水貯槽,ろ過水貯槽)

設計方針(火災の消火) ○

基本方針

(火災防護設備 消火設備(消火用水貯槽，ろ過水
貯槽)は次回に申請する。)

－ ○
火災防護設備 消火設備
(消火用水貯槽
ろ過水貯槽)

－ － －
＜容器＞
・容量

155
　また，緊急時対策建屋の水源は，消防法施行令に基づくとともに，2時間
の最大放水量に対し十分な容量を有する設計とする。

機能要求②
火災防護設備 消火設備
(消火水槽(緊急時対策建屋),防火水槽(緊急時対
策建屋))

設計方針(火災の消火) － － － ○ －
火災防護設備 消火設備
(消火水槽(緊急時対策建屋)
防火水槽(緊急時対策建屋))

－ －
＜容器＞
・容量

156

b.　消火設備の系統構成
(a)　消火用水供給系の多重性又は多様性
　消火用水供給系の水源として，ろ過水貯槽及び消火用水貯槽を設置し，
多重性を有する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

基本方針
火災防護設備 消火設備
(消火用水貯槽,ろ過水貯槽)

設計方針(火災の消火) ○

基本方針

(火災防護設備 消火設備(消火用水貯槽，ろ過水
貯槽)は次回に申請する。)

－ ○
火災防護設備 消火設備
(消火用水貯槽
ろ過水貯槽)

－ － －
＜容器＞
・容量
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十一条及び第三十五条　（火災等による損傷の防止））

別紙２－１

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回 第２回

157
　緊急時対策建屋の水源は，同建屋に消火水槽，建屋近傍に防火水槽を設
置し，多重性を有する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

火災防護設備 消火設備
(消火水槽(緊急時対策建屋),防火水槽(緊急時対
策建屋))

設計方針(火災の消火) － － － ○ －
火災防護設備 消火設備
(消火水槽(緊急時対策建屋)
防火水槽(緊急時対策建屋))

－ －
＜容器＞
・容量

158

　消火用水系の消火ポンプは，必要量を送水可能な電動機駆動消火ポンプ
に加え，ディーゼル駆動消火ポンプを1台ずつ設置することで，多様性を有
する設計とするとともに，消火配管内を加圧状態に保持するため，機器の
単一故障を想定し，圧力調整用消火ポンプを2台設ける設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

基本方針
火災防護設備 消火設備
(電動機駆動消火ポンプ,
　ディーゼル駆動消火ポンプ)

設計方針(火災の消火) ○

基本方針

(火災防護設備 消火設備(電動機駆動消火ポン
プ，ディーゼル駆動消火ポンプ)は次回に申請す
る。)

－ ○
火災防護設備 消火設備
(電動機駆動消火ポンプ
ディーゼル駆動消火ポンプ)

－ － －
＜ポンプ＞
・容量
・揚程

159

　また，緊急時対策建屋の消火ポンプは電動機駆動消火ポンプを2台設置す
ることで，多重性を有する設計とする。
　なお，上記に加えて，消防車等により防火水槽から緊急時対策建屋へ送
水するための手段を設けることを保安規定に定めて，管理する。

設置要求
機能要求①
機能要求②
運用要求

火災防護設備 消火設備
(電動機駆動消火ポンプ(緊急時対策建屋),
移動式消火設備)
施設共通　基本設計方針

設計方針(火災の消火)
基本方針(火災防護計画)

－ － － ○ －
火災防護設備 消火設備
(電動駆動消火ポンプ(緊急時対策建屋),
移動式消火設備(消防車))

－ －

＜主配管＞
・外径
・厚さ

＜ポンプ＞
・容量
・揚程

凡例

・「説明対象」について

〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目

△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

－：当該申請回次で記載しない項目
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第12条：再処理施設内における溢水による損傷の防止 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

〇

使用済燃料受入れ設備(燃料取出し設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料移送設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料貯蔵設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料送出し設備)
溢水防護設備(止水板及び蓋)

－ － －

・主要材料
・主要寸法
・取付箇所(区
画番号)

―

施設共通　基本設計方針
(床ドレン逆止弁及び貫通部止水処置)

【機能要求②】
溢水防護設備(防水扉，水密扉，堰)

主要材料
主要寸法
取付箇所(区画
番号)

――

〇 溢水防護設備(止水板及び蓋) ―

主要材料
主要寸法
取付箇所(区画
番号)

―

〇

施設共通　基本設計方針
(床ドレン逆止弁及び貫通部止水処置)

【機能要求②】
溢水防護設備(防水扉，水密扉，堰)

－－〇

施設共通　基本設計方針
(没水影響評価の実施)(機能喪失高さの設定)
溢水防護設備(堰，遮断弁)

【機能要求②】
計測制御設備
計装設備
使用済燃料貯蔵設備(プール水冷却系)
使用済燃料貯蔵設備(補給水設備)
電気設備(ディーゼル発電機)
安全冷却水系
制御室

施設共通　基本設計方針
(没水影響評価の実施)(機能喪失高さの設定)
溢水防護設備(堰，遮断弁)

【機能要求②】
溶解設備
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理設備(前処理建屋塔槽類廃ガス
処理設備)
換気設備(前処理建屋給気系)
換気設備(前処理建屋排気系)
安全冷却水系
分配設備
高レベル廃液処理設備(高レベル廃液濃縮系)
塔槽類廃ガス処理設備(塔槽類廃ガス処理系)
塔槽類廃ガス処理設備(パルセータ廃ガス処理系)
換気設備(分離建屋給気系)
換気設備(分離建屋排気系)
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備(溶液系)
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備(ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝系)
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備(焙焼・還元
系)
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備(粉体系)
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備(還元ガス供
給系)
塔槽類廃ガス処理設備(ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備)
換気設備(ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排
気系)
ディーゼル発電機
安全圧縮空気系
安全蒸気系
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
酸回収設備第2酸回収系
冷却水設備安全冷却水系
精製建屋換気設備精製建屋給気系
精製建屋換気設備精製建屋排気系
精製建屋塔槽類排ガス処理設備塔槽類排ガス処理
系(プルトニウム系)
精製建屋塔槽類排ガス処理設備パルセータ排ガス
処理系
圧縮空気設備安全圧縮系
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
換気設備(ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋排気系)
計測制御設備
制御室換気設備
安全保護回路
計装設備
制御室

取付箇所(区画
番号，配慮が必
要な高さ)

第１回 第２回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

基本方針
施設共通　基本設計方針
(没水影響評価の実施)(機能喪失高さの設定)
溢水評価対象の安重設備
溢水防護設備(防水扉，水密扉，堰，遮断弁)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(没水影響評価)

26

6.5 　溢水防護建屋内で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針
6.5.1 　没水の影響に対する評価及び防護設計方針
想定した溢水源から発生する溢水量，溢水防護区画及び溢水経路から算出
した溢水水位に対し，溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわな
いことを評価する。
また，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画
外で発生した溢水の流入を防止する対策並びに緊急遮断弁の設置及び漏え
い検知器の設置による溢水量を低減する対策により，溢水防護対象設備が
没水により安全機能を損なわない設計とする。
壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，緊急遮断弁等の溢水防護設備の設
計方針については，第2章　個別項目の「7.3.5　溢水防護設備」に示す。

冒頭宣言
評価要求

機能要求②
設置要求

基本方針
使用済燃料受入れ設備(燃料取出し設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料移送設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料貯蔵設備)
使用済燃料貯蔵設備(燃料送出し設備)
溢水防護設備(止水板及び蓋)

基本方針(評価及び防護
方針)
設計方針(スロッシング
評価)
設計方針(止水板及び蓋
の設置)

31

6.5.4 　燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング後の機能維持に関する
溢水評価及び防護設計方針
基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じるスロッシングにより，燃料貯
蔵プール・ピット等の外へ漏えいする溢水量を三次元流動解析により評価
する。
その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水板及び蓋を設置すること
により溢水量を低減する設計とする。

冒頭宣言
評価要求
機能要求②

37

(1)　流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，
水密扉，堰及び床ドレン逆止弁は，壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏
まえて流入防止対策を図ることにより，溢水防護区画外の溢水に対して，
流入を防止する設計とする。
また，溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，溢水防護対象設備が没水し
ないよう設置する設計とする。
流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密
扉，堰及び床ドレン逆止弁並びに溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，
発生した溢水による水位や水圧に対して流入防止機能が維持できる設計と
するとともに，基準地震動Ｓｓによる地震力等の溢水の要因となる事象に
伴い生じる荷重や環境に対して必要な当該機能が損なわれない設計とす
る。

設置要求
機能要求②

施設共通　基本設計方針
(床ドレン逆止弁及び壁(貫通部止水処置を含
む。))
溢水防護設備(堰，防水扉，水密扉)

基本方針(防護設備の設
計)
設計方針(溢水防護設備)
評価(強度計算)
評価(耐震計算)

43

(7)　止水板及び蓋は，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に設置することに
よりスロッシング水量を低減し，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及
び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能が確保されることを確認し，そ
れらを用いることにより適切な水温及び遮蔽に必要な水位を維持できる設
計とする。
止水板及び蓋は，地震，火災荷重及び環境条件に対して，スロッシング水
量を低減する性能が損なわれない設計とする。

設置要求
機能要求②

溢水防護設備(止水板及び蓋)

設計方針(溢水防護設備)
評価(強度計算：止水板
及び蓋)
評価(耐震計算：止水板)

〇
基本方針
施設共通　基本設計方針
(没水影響評価の実施)(機能喪失高さの設定)

－

〇 基本方針 －

－ － －

－ － －
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第13条：再処理施設内における化学薬品の 

漏えいによる損傷の防止 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第１３条 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

〇

施設共通　基本設計方針
(防水扉，水密扉，床ドレン逆止弁及び壁(貫通部止
水処置を含む。))

【機能要求②】
化学薬品防護設備(堰)

施設共通　基本設計方針
(防水扉，水密扉，床ドレン逆止弁及び壁(貫通部止
水処置を含む。))

【機能要求②】
化学薬品防護設備(堰)

－ －

主要材料
主要寸法
取付箇所（区画
番号）

38

(1) 流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密
扉，堰及び床ドレン逆止弁は，壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえて流
入防止対策を図ることにより化学薬品防護区画外の化学薬品の漏えいに対し
て，流入を防止する設計とする。
また，化学薬品防護対象設備周囲に設置する堰は，化学薬品防護対象設備が没
液しないよう設置する設計とする。
流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，
堰及び床ドレン逆止弁並びに化学薬品防護対象設備周囲に設置する堰は，発生
した化学薬品の漏えいによる液位，水圧及び腐食又は劣化に起因する化学的損
傷の影響に対して流入防止機能が維持できる設計とするとともに，基準地震動
Ｓｓによる地震力等の化学薬品の漏えいの要因となる事象に伴い生じる荷重や
環境に対して必要な当該機能が損なわれない設計とする。

設置要求
機能要求②

－ － －

施設共通　基本設計方針
(防水扉，水密扉，床ドレン逆止弁及び壁(貫通部止
水処置を含む。))
化学薬品防護設備(堰)

基本方針(防護設備の設
計)
設計方針(化学薬品防護設
備)
評価(強度計算)
評価(耐震計算)

－ －
取付箇所(区画番
号，配慮が必要
な高さ)

〇

施設共通　基本設計方針
(没液影響評価の実施)
(機能喪失高さの設定)
化学薬品防護設備(堰)

【機能要求②】
計測制御設備
計装設備
使用済燃料貯蔵設備(プール水冷却系)
使用済燃料貯蔵設備(補給水設備)
電気設備(ディーゼル発電機)
安全冷却水系

施設共通　基本設計方針
(没液影響評価の実施)
(機能喪失高さの設定)
化学薬品防護設備(堰)

【機能要求②】
溶解設備
清澄・計量設備
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理設備(前処理建屋塔槽類廃ガス処理
設備)
換気設備(前処理建屋排気系)
安全冷却水系
建物・構築物等
分離設備
分配設備
塔槽類廃ガス処理設備(塔槽類廃ガス処理系)
塔槽類廃ガス処理設備(パルセータ廃ガス処理系)
換気設備(分離建屋給気系)
換気設備(分離建屋排気系)
安全蒸気系
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
酸回収設備第2酸回収系
冷却水設備安全冷却水系
精製建屋換気設備精製建屋給気系
精製建屋換気設備精製建屋排気系
精製建屋塔槽類排ガス処理設備塔槽類排ガス処理系
(プルトニウム系)
精製建屋塔槽類排ガス処理設備パルセータ排ガス処
理系
排ガス貯留設備
圧縮空気設備安全圧縮系
計測制御設備
制御室換気設備
安全保護回路
計装設備
制御室
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 (溶液系)
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 (ウラン・プル
トニウム混合脱硝系)
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 (焙焼・還元系)
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 (粉体系)
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 (還元ガス供給
系)
塔槽類廃ガス処理設備(ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋塔槽類廃ガス処理設備)
換気設備(ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気
系)
前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処
理設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備
前処理建屋排気系
分離建屋排気系
精製建屋排気系
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系
ディーゼル発電機
安全圧縮空気系
安全蒸気系

基本方針
施設共通　基本設計方針
(没液影響評価の実施)
(機能喪失高さの設定)

－〇

基本方針
施設共通　基本設計方針
(没液影響評価の実施)
(機能喪失高さの設定)
化学薬品の漏えい評価対象の安重設備
化学薬品防護設備(堰)

基本方針(評価及び防護方
針)
設計方針(没液影響評価)

31

7.7.1 　没液の影響に対する評価及び防護設計方針
想定した化学薬品の漏えい源から発生する漏えい量，化学薬品防護区画及び化
学薬品の漏えい経路から算出した化学薬品の漏えい液位に対し，化学薬品防護
対象設備が没液により安全機能を損なわないことを評価する。また，壁(貫通部
止水処置を含む。)，防水扉等の設置による化学薬品防護区画外で漏えいした化
学薬品の流入を防止する対策及び緊急遮断弁等の設置による漏えい量を低減す
る対策により，化学薬品防護対象設備が没液により安全機能を損なわない設計
とする。
壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，緊急遮断弁等の化学薬品防護設備の設
計方針については，第2章　個別項目の「7.3.6　化学薬品防護設備」に示す。

冒頭宣言
評価要求
機能要求②
設置要求

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回 第２回
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第17条・第37条：材料及び構造 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施
設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

機能要求②

9.3.1.1　材料
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等の
うち常設のもの（以下「常設重大事故等対処設備の容器等」とい
う。）は，第１章　共通項目の「9.1　安全機能を有する施設」及
び「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，その使用さ
れる圧力，温度，荷重，腐食環境その他の使用条件に対して，適切
な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する設計とする。
重大事故等対処設備の容器等のうち可搬型のもの（以下「可搬型重
大事故等対処設備の容器等」という。）は，第１章　共通項目の
「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，その使用され
る圧力，温度，荷重その他の使用条件に対して，日本産業規格等に
適合した適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する
設計とする。

2

安全機能を有する施設の容器等，常設重大
事故等対処設備の容器等及び可搬型重大事
故等対処設備の容器等
・使用済燃料受入れ設備
・使用済燃料貯蔵設備
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（前処理建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
・酸回収設備
・溶媒回収設備
・計測制御設備
・制御室換気設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・代替注水設備
・スプレイ設備
・制御室（重大事故等対処設備）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液貯蔵設備
・低レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・低レベル固体廃棄物処理設備
・電気設備
・圧縮空気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・水供給設備
・冷却水設備
・代替安全冷却水系
・蒸気供給設備
・分析設備
・化学薬品貯蔵供給設備
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（精製建屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備
・放水設備
・抑制設備

基本方針
設計方針

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の
基本方針
2.1材料設計
(1)材料選定
(2)腐食代の設定

Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び構造に
関する設計方針

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の
基本方針
【2.1材料設計】
材料については，使用条件に対して，適切な
機械的強度及び化学的成分を有する材料を使
用する設計とすることを説明する。
【2.1(1)材料選定】
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故
等対処設備の容器等は，取り扱う放射性物質
の濃度，腐食環境等の条件を考慮して定めた
「材料選定フロー」による指定材料等を使用
する設計とすることを説明する。
「材料選定フロー」によらない場合として個
別機器に係る材料選定理由等を説明する。
【2.1(2)腐食代の設定】
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故
等対処設備の容器等の容器及び管に使用する
材料の板厚は，腐食環境を考慮して腐食代を
設定することを説明する。
また，腐食代設定方針によらない場合として
個別機器に係る腐食代の設定の考え方を説明
する。
なお，重大事故等対処設備の容器等の容器及
び管であって，常時腐食性流体に接液しない
ものに使用する材料の板厚は，重大事故等時
における腐食環境を考慮してもその影響は十
分小さいため腐食代は設定しないことを説明
する。

【Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び構造
に関する設計方針】
改造を実施する安全機能を有する施設の容器
等及び新たに設置する常設重大事故等対処設
備の容器等の容器及び管が準拠する細目の設
計方針については，「構造等に関する設計方
針」として今回新たに定める。

〇 〇

・代替注水設備
・スプレイ設備
・制御室（重大事故等対処設備）
・放水設備

・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊急供
給系
・重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系（前処理建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝
設備
・酸回収設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設
備
・塔槽類廃ガス処理設備
・制御室（重大事故等対処設備）
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・一般圧縮空気系
・安全圧縮空気系
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・水供給設備
・安全冷却水系
・代替安全冷却水系
・分析設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系（精製建屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備
・放水設備
・抑制設備

－ －

＜容器等＞
・主要材料

＜主配管＞
・主要材料

基本方針

＜容器等＞
・主要材料

＜主配管＞
・主要材料

第１回 第２回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施
設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

第１回 第２回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

－

＜容器等＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・主要寸法
・主要材料

＜主配管＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料

＜主配管＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料

－－
・換気設備
・代替換気設備

・制御室換気設備〇

＜主配管＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料

＜容器等＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・主要寸法
・主要材料

＜主配管＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料

〇 －

・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊急供
給系
・重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系（前処理建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝
設備
・酸回収設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設
備
・塔槽類廃ガス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・一般圧縮空気系
・安全圧縮空気系
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・安全冷却水系
・代替安全冷却水系
・分析設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系（精製建屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備

－3

9.3.1.2　構造
9.3.1.2.1　安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対
処設備の容器等
(1)　容器及び管
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器
等の容器及び管（ダクトは除く。）は，第１章　共通項目の「9.1
安全機能を有する施設」及び「9.2　重大事故等対処設備」の要求
事項を踏まえ，設計上定めた 高使用圧力， 高使用温度及び機械
的荷重が負荷されている状態（以下「設計条件」という。）におい
て，全体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とす
る。
常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発の影響を受ける容
器及び管は，設計条件を超える水素爆発等の衝撃荷重が負荷される
状態において，経路の破断や開口に至る塑性変形が生じない設計と
する。

機能要求②

安全機能を有する施設の容器等及び常設重
大事故等対処設備の容器等（ダクトは除
く。）
・使用済燃料受入れ設備
・使用済燃料貯蔵設備
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（前処理建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
・酸回収設備
・溶媒回収設備
・計測制御設備
・制御室換気設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液貯蔵設備
・低レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・低レベル固体廃棄物処理設備
・電気設備
・圧縮空気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・冷却水設備
・代替安全冷却水系
・蒸気供給設備
・分析設備
・化学薬品貯蔵供給設備
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（精製建屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備

基本方針
設計方針
評価方法

評価

〇

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の
基本方針
【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び
常設重大事故等対処設備の容器等】
【2.2.1(1)容器及び管】
容器及び管の構造として，各使用条件におけ
る各制限事項に関する性能水準について説明
する。
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大
事故等対処設備の容器等の容器及び管の構造
設計にあっては，JSME設計・建設規格のクラ
ス３機器の規定等を基本とした公式による評
価によることを説明する。
公式による評価によらない場合にあっては，
解析による評価によることを説明する。
また，常設重大事故等対処設備の容器等のう
ち緊急時対策建屋加圧ユニットは，設計時に
準拠した高圧ガス保安法の規定が技術基準規
則第三十七条に照らして十分な保安水準の確
保が達成できる技術的根拠があることを説明
する。
a.技術基準規則第三十七条第１項第１号及び
第２号の要求事項
技術基準規則第三十七条の要求事項として，
材料及び構造，主要な溶接部について説明す
る。
b.技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法
の規定の比較
技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の
材料及び構造の規定の水準は同等であること
から，緊急時対策建屋加圧ユニットは高圧ガ
ス保安法に適合したものを使用する設計とす
ることを説明する。
Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び構造に
関する設計方針
改造を実施する安全機能を有する施設の容器
等及び新たに設置する常設重大事故等対処設
備の容器等の容器及び管が準拠する細目の設
計方針については，「構造等に関する設計方
針」として今回新たに定める。
Ⅴ－１－２ 強度評価方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計
の基本方針」に基づく評価方針であることを
説明する。
【2.強度評価方針】
【2.1強度評価手法の選定】
(公式による評価)
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故
等対処設備の容器等の容器及び管の構造設計
にあっては，公式による評価を適用し，準拠
規格に基づき，設計条件に対して許容引張応
力S値を基準とした厚さ計算等による評価を
実施すること説明する。
また，設計過渡条件に対して設計引張強さSu
値を基準とした厚さ計算等による評価を実施
することを説明する。
公式による評価の実施にあっては，条件変更
の有無を整理した上で既設工認引用又は新た
に強度評価を実施することを説明する。
弱圧の容器に関する取扱いについて説明す
る。（個別機器に係る方針）
また，ジルコニウム／ステンレス鋼の接続に
あっては，異材継手を使用する設計とするこ
とを説明する。（個別機器に係る方針）
(解析による評価)
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大
事故等対処設備の容器等の容器及び管の構造
設計にあって，公式による評価によらない場
合は解析による評価を適用し，ASMEに基づ
き，設計条件に対して許容引張応力S値を基
準とした応力評価を実施することを説明す
る。
また，設計過渡条件に対して設計引張強さSu
値を基準とした応力評価を実施することを説
明する。
解析による評価を実施にあっては，条件変更
の有無を整理した上で既設工認引用又は新た
に強度評価を実施することを説明する。
【2.2強度評価フロー】
(1)公式による評価
公式による評価は，評価式を選定した上で，
その評価に用いる圧力荷重，許容限界を設定
し，それらを用いて算出された必要厚さに対
して 小厚さが上回っていることを確認する
評価方針であることを説明する。
(2)解析による評価
解析による評価は，解析モデルを設定した上
で，その評価に用いる圧力荷重，許容限界を
設定し，応力を算出し，算出された応力力が
設定した許容限界以下であることを確認する
評価方針であることを説明する。
Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の基本方針
Ⅴ－１－３－１　評価条件整理表及び評価項
目整理表作成の基本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく強度
評価書作成の基本方針であることを説明す
る。
【2.強度評価書作成の基本方針】
評価を実施するにあたって，評価条件等を整
理し，強度評価書の作成区分について整理す
る。
【3.評価条件整理表】
評価条件整理表にて整理する項目について説
明する。
【4.評価項目整理表】
評価項目整理表にて整理する項目について説
明する。
Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成
の基本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく公式
による強度評価書作成の基本方針であること
を説明する。
【2.規格計算式の選定】
容器の公式による評価における評価部位毎の
規格計算式等について説明する。
【2.1容器に関する規格計算式等】
容器の評価部位毎の規格計算式等について説
明する。
【2.2管に関する規格計算式等】
管の評価部位毎の規格計算式等について説明
する。
【3.荷重の設定】
荷重の設定として，安全機能を有する施設又
は重大事故等対処設備としての圧力による荷
重として，仕様表における 高使用圧力を考
慮することを説明する。
【4.許容限界の設定】
許容限界の設定として，設計条件に対しては
許容引張応力S値基準の許容限界，設計過渡
条件に対しては設計引張強さSu値を許容限界
として設定することを説明する。
【5.公式による強度評価書のフォーマット】
公式による強度評価書のフォーマットを示
す。
Ⅴ－１－３－３　解析による強度評価書作成
の基本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく解析
による強度評価書作成の基本方針であること
を説明する。
【2.解析モデルの選定】
解析モデルの選定として，以下のとおり説明
する。
・応力解析は有限要素法を用いて実施，強度
評価上厳しくなる不連続部を選定
・解析モデルの設定条件：形状及び寸法(仕
様表，構造図等)等
・使用する解析プログラムの設定
【3.荷重の設定】
荷重の設定として，安全機能を有する施設又
は重大事故等対処設備としての圧力による荷
重として，仕様表における 高使用圧力を考
慮することを説明する。
【4.許容限界の設定】
許容限界の設定として，設計条件に対しては
許容引張応力S値基準の許容限界，設計過渡
条件に対しては設計引張強さSu値を許容限界
として設定することを説明する。
【5.応力強さの計算】
応力強さの計算として，以下のとおり説明す
る。
・応力強さの算出方法を設定の考え方
・算出された応力値が設定した許容限界を満
足していることを確認
【6.解析による強度評価書フォーマット】
解析による強度評価書のフォーマットを示
す。
Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整
理表
【1.概要】
「Ⅴ－１－３　強度評価書作成の基本方針」
に基づく評価条件整理表及び強度評価整理表
を示すことを説明する。
【2.評価条件整理表】
強度評価対象設備における評価条件等の整理
結果について説明する。
【3.評価項目整理表】
強度評価対象設備における評価項目の整理結
果について説明する。
Ⅴ－２－２　公式による強度評価書
【1.概要】
「Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作
成の基本方針」に基づく強度評価結果である
ことを説明する。
【2.容器の公式による強度評価結果】
公式による強度評価書のフォーマットに従
い，使用条件に対して十分な強度を有するこ
とを確認した強度評価結果を示す。
【3.管の公式による強度評価結果】
公式による強度評価書のフォーマットに従
い，使用条件に対して十分な強度を有するこ
とを確認した強度評価結果を示す。
Ⅴ－２－３ 解析による強度評価書

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の
基本方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常
設重大事故等対処設備の容器等
(1)容器及び管
a.技術基準規則第三十七条第１項第１号及び
第２号の要求事項
b.技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法
の規定の比較

Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び構造に
関する設計方針

Ⅴ－１－２ 強度評価方針
1.概要
2.強度評価方針
2.1強度評価手法の選定
(公式による評価)
(解析による評価)
(完成品に対する評価)
2.2強度評価フロー
(1)公式による評価
(2)解析による評価

Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の基本方針
Ⅴ－１－３－１　評価条件整理表及び評価項
目整理表作成の基本方針
1.概要
2.強度評価書作成の基本方針
3.評価条件整理表
4.評価項目整理表

Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成
の基本方針
1.概要
2.規格計算式の選定
2.1容器に関する規格計算式等
2.2管に関する規格計算式等
3.荷重の設定
4.許容限界の設定
5.公式による強度評価書のフォーマット

Ⅴ－１－３－３　解析による強度評価書作成
の基本方針
1.概要
2.解析モデルの選定
3.荷重の設定
4.許容限界の設定
5.応力強さの計算
6.解析による強度評価書フォーマット

Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整
理表
1.概要
2.評価条件整理表
3.評価項目整理表

Ⅴ－２－２　公式による強度評価書
1.概要
2.容器の公式による強度評価結果
3.管の公式による強度評価結果

Ⅴ－２－３　解析による強度評価書
1.概要
2.解析による強度評価結果

機能要求②
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器
等のダクトは，設計条件において，延性破断に至る塑性変形を生じ
ない設計とする。

4

基本方針

基本方針〇
基本方針
設計方針

安全機能を有する施設の容器等及び常設重
大事故等対処設備の容器等のうちダクト
・制御室換気設備
・換気設備
・代替換気設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施
設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

第１回 第２回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

9

－ － － ○

・代替注水設備
・スプレイ設備
・制御室（重大事故等対処設備）
・放水設備

・制御室（重大事故等対処設備）
・代替換気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・水供給設備
・代替安全冷却水系
・補機駆動用燃料補給設備
・放水設備
・抑制設備

9.3.1.2.2　可搬型重大事故等対処設備の容器等
可搬型重大事故等対処設備の容器等（完成品は除く。）は，設計条
件において，全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。

8

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の
基本方針
【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.2可搬型重大事故等対処設備の容器
等】
可搬型重大事故等対処設備の容器等の構造と
して，各使用条件における各制限事項に関す
る性能水準について説明する。
完成品を除く可搬型重大事故等対処設備の容
器等にあっては，JSME設計・建設規格のクラ
ス３機器の規定を基本とした公式による評価
によることを説明する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品
は，一般産業用工業品の規格及び基準への適
合性を確認することを説明する。
Ⅴ－１－２ 強度評価方針
【2.強度評価方針】
【2.1　強度評価手法の選定】
(公式による評価)
重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の
構造設計にあっては，公式による評価を適用
し，準拠規格に基づき，設計条件に対して許
容引張応力S値を基準とした厚さ計算等によ
る評価を実施すること説明する。
また，設計過渡条件に対して設計引張強さSu
値を基準とした厚さ計算等による評価を実施
することを説明する。
(完成品に対する評価)
重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の
うち完成品の構造は，完成品に対する評価を
適用し，完成品として一般産業用工業品の規
格及び基準に適合していることを確認するこ
とを説明する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等のポンプ
及び弁の構造は，完成品として一般産業用工
業品の規格及び基準に適合するものを使用す
る設計とすることを説明する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の内燃機
関（燃料系を含む。）の構造は，完成品とし
て一般産業用工業品の規格及び基準で規定さ
れる温度試験等を実施し，定格負荷状態にお
いて十分な強度を有するものを使用する設計
とすることを説明する。
【2.2強度評価フロー】
(1)公式による評価
公式による評価は，評価式を選定した上で，
その評価に用いる圧力荷重，許容限界を設定
し，それらを用いて算出された必要厚さに対
して 小厚さが上回っていることを確認する
評価方針であることを説明する。
(3)完成品に対する評価
完成品に対する評価は，使用目的／使用環
境，機器の使用材料，機器の使用条件，法令
又は公的な規格で定める試験結果等を整理し
たうえで，重大事故等時の使用目的／使用環
境，使用条件等が一般産業用工業品の規格及
び基準に適合していることを確認する評価方
針であることを説明する。
Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の基本方針
Ⅴ－１－３－１　評価条件整理表及び評価項
目整理表作成の基本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく強度
評価書作成の基本方針であることを説明す
る。
【2.強度評価書作成の基本方針】
評価を実施するにあたって，評価条件等を整
理し，強度評価書の作成区分について整理す
る。
【3.評価条件整理表】
評価条件整理表にて整理する項目について説
明する。
【4.評価項目整理表】
評価項目整理表にて整理する項目について説
明する。
強度計算書及び強度評価書の作成の基本方針
として，評価条件整理表にて評価区分を整理
した上で，評価区分に応じた強度計算書及び
強度評価書を作成することを説明する。
Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成
の基本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく公式
による強度評価書作成の基本方針であること
を説明する。
【2.規格計算式の選定】
容器の公式による評価における評価部位毎の
規格計算式等について説明する。
【2.1容器に関する規格計算式等】
容器の評価部位毎の規格計算式等について説
明する。
【2.2管に関する規格計算式等】
管の評価部位毎の規格計算式等について説明
する。
【3.荷重の設定】
荷重の設定として，安全機能を有する施設又
は重大事故等対処設備としての圧力による荷
重として，仕様表における 高使用圧力を考
慮することを説明する。
【4.許容限界の設定】
許容限界の設定として，設計条件に対しては
許容引張応力S値基準の許容限界，設計過渡
条件に対しては設計引張強さSu値を許容限界
として設定することを説明する。
【5.公式による強度評価書のフォーマット】
公式による強度評価書のフォーマットを示
す。
Ⅴ－１－３－４　完成品に対する強度評価書
作成の基本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく完成
品に対する強度評価書作成の基本方針である
ことを説明する。
【2.完成品の強度評価】
【2.1法令又は公的な規格への適合性確認】
法令又は公的な規格への適合性確認として，
以下の内容を確認することを説明する。
(a)対象とする機器の使用目的，使用環境と
法令又は公的な規格の使用目的，想定してい
る使用環境を比較し，準拠する規格及び基準
が妥当であること
(b)法令又は公的な規格に基づく機器に適切
な材料が使用され，十分な強度を有する設計
であること
【2.2メーカ規格及び基準への適合性確認】
メーカ規格及び基準への適合性確認として，
以下の内容を確認することを説明する。
(a)対象とする機器の使用目的，使用環境と
メーカ規格及び基準の使用目的，想定してい
る使用環境を比較し，準拠する規格及び基準
が妥当であること
(b)メーカ規格及び基準に基づく機器に適切
な材料が使用され，十分な強度を有する設計
であること
【3.完成品に対する強度評価書のフォーマッ
ト】
完成品に対する強度評価書のフォーマットを
示す。
Ⅴ－２　強度評価書
Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整
理表
【2.評価条件整理表】
強度評価対象設備における評価条件等の整理
結果について説明する。
【3.評価項目整理表】
強度評価対象設備における評価項目の整理結
果について説明する。
Ⅴ－２－２　公式による強度評価書
【1.概要】
「Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作
成の基本方針」に基づく強度評価結果である
ことを説明する。
【2.容器の公式による強度評価結果】
公式による強度評価書のフォーマットに従
い，使用条件に対して十分な強度を有するこ
とを確認した強度評価結果を示す。
【3.管の公式による強度評価結果】
公式による強度評価書のフォーマットに従
い，使用条件に対して十分な強度を有するこ
とを確認した強度評価結果を示す。
Ⅴ－２－４　完成品に対する強度評価書
【1.概要】
「Ⅴ－１－３－４　完成品に対する強度評価
書作成の基本方針」に基づく強度評価結果で
あることを説明する。
【2.完成品に対する強度評価結果】
完成品に対する強度評価書のフォーマットに
従い，使用条件に対して十分な強度を有する
ことを確認した強度評価結果を示す。

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の
基本方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.2可搬型重大事故等対処設備の容器等

Ⅴ－１－２ 強度評価方針
2.強度評価方針
2.1　強度評価手法の選定
(公式による評価)
(完成品に対する評価)
2.2強度評価フロー
(1)公式による評価
(3)完成品に対する評価

Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の基本方針Ⅴ－
１－３－１　評価条件整理表及び評価項目整
理表作成の基本方針
1.概要
2.強度評価書作成の基本方針
3.評価条件整理表
4.評価項目整理表
Ⅴ－１－３－１　評価条件整理表及び評価項
目整理表作成の基本方針
1.概要
2.強度評価書作成の基本方針
3.評価条件整理表
4.評価項目整理表
Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成
の基本方針
1.概要
2.規格計算式の選定
2.1容器に関する規格計算式等
2.2管に関する規格計算式等
3.荷重の設定
4.許容限界の設定
5.公式による強度評価書のフォーマット

Ⅴ－１－３－４　完成品に対する強度評価書
作成の基本方針
1.概要
2.完成品の強度評価
2.1法令又は公的な規格への適合性確認
2.2メーカ規格及び基準への適合性確認
3.完成品に対する強度評価書のフォーマット

Ⅴ－２　強度評価書
Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整
理表
2.評価条件整理表
3.評価項目整理表

Ⅴ－２－２　公式による強度評価書
1.概要
2.容器の公式による強度評価結果
3.管の公式による強度評価結果

Ⅴ－２－４　完成品に対する強度評価書
1.概要
2.完成品に対する強度評価結果

基本方針
設計方針
評価方法

評価

可搬型重大事故等対処設備の容器等
・代替注水設備
・スプレイ設備
・制御室（重大事故等対処設備）
・代替換気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・水供給設備
・代替安全冷却水系
・補機駆動用燃料補給設備
・放水設備
・抑制設備

可搬型重大事故等対処設備に属する内燃機
関
・代替電気設備
・代替安全冷却水系
・環境管理設備
・制御室(計測制御装置)
・計装設備
・代替モニタリング設備
・代替気象観測設備
・環境モニタリング用代替電源設備
・給水処理設備
・放出抑制設備
・緊急時対策建屋放射線計測設備

機能要求②

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，消防法に基づく技
術上の規格等一般産業用工業品の規格及び基準に適合していること
を確認し，使用環境及び使用条件に対して，要求される強度を確保
できる設計とする。
ただし，可搬型重大事故等対処設備の容器等のうち内燃機関は，完
成品として一般産業用工業品の規格及び基準で規定される温度試験
等を実施し，定格負荷状態において，要求される強度を確保できる
設計とする。

－ －

＜容器等＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・主要寸法
・主要材料

＜主配管＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
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第18条：搬送設備 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十八条 搬送設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備
燃料取出し設備
燃料移送設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備
燃料供給設備

ウラン脱硝設備ウラン脱硝系
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備粉体系
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝酸化物貯蔵設備

高レベル廃液ガラス固化設備
ガラス固化体貯蔵設備

上記設備のうち，搬送機能を有する機器

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

＜搬送設備＞
・容量

△ 基本方針 基本方針 － －
基本方針

設計方針（容量）
1

使用済燃料等の放射性物質を搬送する設備（人の安全に著しい支障を及
ぼすおそれがないものとして低レベル放射性物質等を搬送する設備を除
く。以下，「搬送設備」という。）は，使用済燃料等の放射性物質を搬
送する能力として必要な容量を有する設計とする。

機能要求②
機能要求①

展開事項 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

【使用済燃料等の落下防止対策】
搬送設備の逸走防止，落下防止及び搬送中の動
力供給停止について説明する。

【搬送設備の容量】
搬送設備の搬送物重量の容量について説明す
る。

【搬送設備のつり上げ高さ】
搬送設備の高さ制限について説明する。

第１回 第２回

－ － －

1051



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第19条：使用済燃料の貯蔵施設等 

機能要求②抜粋 

 

1052



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第19条　使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

4

使用済燃料の貯蔵施設の燃料貯蔵プールは，最大再処理能力800ｔ・ＵＰｒ／
ｙでの再処理に対して受け入れた燃料を３年間以上貯蔵することができる設
計とする。

機能要求②

使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
・燃料貯蔵プール

基本方針 ― ― ― △ 基本方針 ― ― ―
<容器>
・容量

5

使用済燃料の受入れ施設の使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫は，冷
却空気の流路を確保し，キャスクに収納された使用済燃料の崩壊熱を自然冷
却により除去し，本保管庫の構造物の健全性を維持する設計とする。

機能要求②
評価要求

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器受入
れ・保管設備）
・使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫

基本方針
設計方針（貯蔵施設）
評価条件（崩壊熱除去）
評価方法（崩壊熱除去）
評価（崩壊熱除去）

― ― ― △ 基本方針 ― ― ―

<保管・廃棄エリ
ア>
・容量
・主要寸法

9

プール水浄化系は，水の純度及び透明度を維持するため、燃料取出しピッ
ト，燃料仮置きピット及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱
ピットの越流せきから越流するプール水をポンプで昇圧し，ろ過装置及び脱
塩装置でろ過及び脱塩した後，燃料取出しピット，燃料仮置きピット及び
チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピットへ戻す設計とするとと
もに、燃料貯蔵プール及び燃料送出しピットから越流するプール水を，ポン
プで昇圧し，一部を脱塩装置で脱塩した後，燃料貯蔵プール及び燃料送出し
ピットへ戻す設計とする。

機能要求①
機能要求②

使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）

基本方針
設計方針（貯蔵施設）

― ― ― △ 基本方針 ― ― ―

<ろ過装置>
・容量
<ポンプ>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・原動機

第１回 第２回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

燃料貯蔵プール・ピット等の内面は，漏水を防止するためステンレス鋼を内
張りしたライニング構造とし，下部に排水口を設けない構造とするととも
に，燃料貯蔵プール・ピット等に接続された配管が破損してもプール水が流
出しないように逆止弁を設置する設計とする。
さらに，燃料貯蔵プール・ピット等のライニングは，万一の使用済燃料集合
体の落下時にもプール水の保持機能を失うような著しい損傷を生じないよう
にする設計とする。

機能要求②
設置要求
評価要求

6

7

8

使用済燃料の受入れ施設の燃料取出しピット及び燃料仮置きピット並びに使
用済燃料の貯蔵施設の燃料貯蔵プール，チャンネルボックス・バーナブル
ポイズン取扱ピット，燃料移送水路及び燃料送出しピット（以下「燃料貯蔵
プール・ピット等」という。）については，プール水をその他再処理設備の
附属施設の安全冷却水系の冷却水と熱交換器を介して熱交換することによ
り，１系統で使用済燃料からの崩壊熱を適切に除去し，燃料貯蔵プール・
ピット等の構造物の健全性を維持できるプール水冷却系を２系統設ける設計
とする。
プール水の冷却に必要な安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設用）については，第２章　個別項目の「7.4　冷却水設備」に基づくもの
とする。

機能要求②
評価要求

使用済燃料の貯蔵施設の補給水設備は，プール水を適切に供給できる設計と
する。

機能要求①
機能要求②

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
・燃料取出しピット
・燃料仮置きピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
・燃料移送水路
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
・燃料貯蔵プール
・チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱
ピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
・燃料送出しピット
使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
計測制御設備（計測制御設備）
・崩壊熱除去機能維持のためのインターロック
安全冷却水系（安全冷却水系）
（許可文中、第9.5-1表(2)、第9.5-1,3図） 基本方針

設計方針（貯蔵施設）
評価条件（崩壊熱除去）
評価方法（崩壊熱除去）
評価（崩壊熱除去）

使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）
（許可文中、第3-2表、第3-13図）
計測制御設備（計測制御設備）
・崩壊熱除去機能維持のためのインターロック

使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）
（許可文中、第3-2表、第3-13図）

【機能要求②】
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
・燃料取出しピット
・燃料仮置きピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
・燃料移送水路
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
・燃料貯蔵プール
・チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱
ピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
・燃料送出しピット

基本方針
設計方針（貯蔵施設）

基本方針
設計方針（貯蔵施設）
評価条件（強度）
評価方法（強度）
評価（強度）

― ― ― △ 基本方針 ―

― ― ―

― ― ― △ 基本方針 ― ― ―

<容器>
・容量
・主要寸法
<熱交換器>
・伝熱面積
<ポンプ>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・原動機
<主要弁>
・駆動方式
<主配管>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・外径・厚さ
・主要材料
<計測装置>
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲
<インターロック
>
・検出器の種類
・設定値

△ 基本方針 ― ― ―

<容器>
・容量
<ポンプ>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・原動機
<主要弁>
・駆動方式
<主配管>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・外径・厚さ
・主要材料
<計測装置>
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲
<インターロック
>
・検出器の種類
・設定値

― ―

<容器>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要材料
・主要寸法
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第19条　使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

第１回 第２回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

10

なお，万一のプール水の漏えいに対し，燃料貯蔵プール・ピット等には漏え
い検知装置を設けて漏えいを検知する設計とし，漏えい水を使用済燃料の受
入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系へ移送できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）

【機能要求②】
計測制御設備（計測制御設備）
・漏えい検知装置

基本方針
設計方針（貯蔵施設）

― ― ― △ 基本方針 ― ― ―

<計測装置>
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

11

また，燃料貯蔵プールには水位警報装置及び温度警報装置を設け，計測制御
系統施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に警報を発する設
計とする。

機能要求②

計測制御設備（計測制御設備）
・燃料貯蔵プール水位計
・燃料貯蔵プール温度計 基本方針

設計方針（貯蔵施設）
― ― ― △ 基本方針 ― ― ―

<計測装置>
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

18

燃料仮置きラックは，適切なラック間隔を取ることにより，最大容量まで使
用済燃料集合体を収納した場合でも，通常時及び燃料間距離がラック内で最
小となるような厳しい状態等，技術的に見て想定されるいかなる場合でも未
臨界を保つ設計とする。

機能要求②

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
・燃焼度計測前燃料仮置きラック
・燃焼度計測後燃料仮置きラック

設計方針（単一ユニット
の臨界安全設計）
設計方針（複数ユニット
の臨界安全設計）

― ― ― △ 基本方針 ― ― ―

<ラック/ピット/
棚>
・臨界管理（核
的制限値等）
・主要寸法
・主要材料

27

燃料貯蔵ラックは，適切な燃料間隔をとることにより，最大容量まで使用済
燃料集合体を収納した場合に，通常時及び燃料間距離がラック内で最小とな
るような厳しい状態等，技術的に見て想定されるいかなる場合でも未臨界に
保つ設計とする。

機能要求②

使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
・低残留濃縮度燃料貯蔵ラック
・高残留濃縮度燃料貯蔵ラック

設計方針（単一ユニット
の臨界安全設計）
設計方針（複数ユニット
の臨界安全設計）

△ 基本方針 ― ― ―

<ラック/ピット/
棚>
・臨界管理（核
的制限値等）
・主要寸法
・主要材料

30

バスケット及びバスケット仮置き架台は，適切な燃料間隔をとることによ
り，最大容量まで使用済燃料集合体を収納した場合に，通常時及び燃料間距
離がラック内で最小となるような厳しい状態等，技術的に見て想定されるい
かなる場合でも未臨界に保つ設計とする。

機能要求②

使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
・バスケット（ＢＷＲ燃料用及びＰＷＲ燃料用）
・バスケット仮置き架台（実入り用及び空用）

設計方針（単一ユニット
の臨界安全設計）
設計方針（複数ユニット
の臨界安全設計）

△ 基本方針 基本方針 ― ―

<ラック/ピット/
棚>
・臨界管理（核
的制限値等）
・主要寸法
・主要材料

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十九条 使用済燃料の貯蔵施設等 第2項）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

4 　製品貯蔵施設は，製品を貯蔵するために必要な容量を有する設計とする。 機能要求②

・ウラン酸化物貯蔵設備のうちウラン酸化物貯蔵容
器，貯蔵バスケット，貯蔵バスケット貯蔵エリア
・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備のうち
貯蔵ホール，混合酸化物貯蔵容器，粉末缶

設計方針（容量） － － － △ － 基本方針 － －

<建物・構築物等
>
・容量

<運搬・製品容器
>
・容量

<ラック/ピット/
棚>
・容量

5

　製品貯蔵施設のうち，ウラン酸化物貯蔵設備は，崩壊熱除去のための常時冷
却は不要であり，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，多重化された
排風機で強制冷却することにより，必要な崩壊熱除去を行う設計とする。
　なお，崩壊熱除去に必要な排風機を設置する系統に関する設計方針について
は，第2章　個別項目の「5.　放射性廃棄物の廃棄施設」の「5.1.4　換気設
備」に示す。

機能要求②
評価要求

換気設備（ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋排気系の貯蔵室からの排気系）

設計方針（崩壊熱除去）
評価条件（崩壊熱除去）
評価方法（崩壊熱除去）
評価(崩壊熱除去)

－ － － △ － 基本方針 － －

<ファン>
・容量
・原動機

<主配管>
・主要寸法
・主要材料

6

　ウラン酸化物貯蔵設備及びウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の臨界
安全管理を要する機器は，技術的に見て想定されるいかなる場合でも，形状寸
法管理，質量管理及び同位体組成管理並びにこれらの組合せにより，単一ユ
ニットとして臨界を防止できる設計とする。
　ウラン酸化物貯蔵設備の単一ユニットは，中性子吸収材管理を組み合わせて
適切に配置すること，また，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の単一
ユニットは，適切に配置することにより，複数ユニットとして臨界を防止でき
る設計とする。

機能要求②
以下の設備の臨界安全管理表に記載されている機器
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備

基本方針
設計方針（単一ユニット
の臨界安全設計）
設計方針（複数ユニット
の臨界安全設計）

- - - △ - 基本方針 - - -

7

　ウラン酸化物貯蔵設備は，UO3粉末をウラン酸化物貯蔵容器に封入することに
より，閉じ込め機能を確保できる設計とする。
　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，ＭＯＸ粉末充てん済みの粉末
缶を混合酸化物貯蔵容器に封入することにより，閉じ込め機能を確保できる設
計とする。

機能要求②
ウラン酸化物貯蔵容器
混合酸化物貯蔵容器

基本方針
設計方針（閉じ込め）

－ － － △ － 基本方針 － － －

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

第１回 第２回

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

　貯蔵容器台車は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上において取り扱い，混合
酸化物貯蔵容器が転倒し難い構造とするとともに，取り扱い時の搬送を安全か
つ確実に行うため，逸走防止のインターロック及び衝突防止のインターロック
を設ける設計とする。
　昇降機は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上においてつり上げて取り扱い，
混合酸化物貯蔵容器の落下を防止するため，つりチェインの二重化を施すとと
もに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイルセイフ機構を有する設計とす
る。
　また，運転を安全かつ確実に行うため，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時
のつり上げ防止及び逸走防止のインターロックを設ける設計とする。
　貯蔵台車は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上においてつり上げて取り扱
い，混合酸化物貯蔵容器の取扱い時の落下を防止するため，つりチェインの二
重化を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイルセイフ機構を
有する設計とする。
　また，運転を安全かつ確実に行うため，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時
のつり上げ防止及び逸走防止のインターロックを設ける設計とする。
　移載機は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上においてつり上げて取り扱い，
混合酸化物貯蔵容器の落下を防止するため，つりチェインの二重化を施すとと
もに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイルセイフ機構を有する設計とす
る。
　また，運転を安全かつ確実に行うため，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時
のつり上げ防止及び逸走防止のインターロックを設ける設計とする。
　払出台車は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上において取り扱い，混合酸化
物貯蔵容器が転倒し難い構造とするとともに，取り扱い時の搬送を安全かつ確
実に行うため，逸走防止のインターロックを設ける設計とする。

18

　貯蔵容器搬送台車は，ウラン酸化物貯蔵容器１本を軌道上において取り扱
い，ウラン酸化物貯蔵容器が転倒及び落下し難い構造とするとともに，取り扱
い時の搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロックを設ける設
計とする。
　昇降リフトは，貯蔵容器搬送台車１台又はバスケット搬送台車１台を載せた
まま，ウラン酸化物貯蔵建屋内を昇降する設備であり，コンクリート軀体内を
昇降する油圧駆動方式とし，電源喪失時にも荷を保持するフェイルセイフ機構
を有する設計とするとともに，運転を安全かつ確実に行うため，逸走防止のイ
ンターロックを設ける設計とする。
　移載クレーンは，ウラン酸化物貯蔵容器１本をつり上げて取り扱い，ウラン
酸化物貯蔵容器の取り扱い時の落下を防止するため，つりワイヤの二重化を施
すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイルセイフ機構を有する設
計とする。
また，運転を安全かつ確実に行うため，ウラン酸化物貯蔵容器のつり上げ高さ
を5ｍ以下とし，つかみ不良時のつり上げ防止及び逸走防止のインターロックを
設ける設計とする。
　バスケット搬送台車は，貯蔵バスケット１基を軌道上において取り扱い，貯
蔵バスケットが転倒及び落下し難い構造とするとともに，取り扱い時の搬送を
安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロックを設ける設計とする。
　貯蔵室クレーンは，貯蔵バスケット１基を取り扱い，貯蔵バスケット取り扱
い時の落下を防止するため，つりワイヤの二重化を施すとともに，電源喪失時
にもつり荷を保持するフェイルセイフ機構を有する設計とする。
　また，運転を安全かつ確実に行うため，貯蔵バスケットのつり上げ高さを6ｍ
以下とし，つかみ不良時のつり上げ防止及び逸走防止のインターロックを設け
る設計とする。

－－
基本方針
設計方針（容量）

貯蔵容器搬送台車
昇降リフト
移載クレーン
バスケット搬送台車
貯蔵室クレーン

機能要求①
機能要求②

10

機能要求①
機能要求②

貯蔵容器台車
昇降機
貯蔵台車
移載機
払出台車

基本方針
設計方針（容量）

－ －－－基本方針－△

－ － － －△ － 基本方針 － －
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第20条：計測制御系統施設 

機能要求②抜粋 

 

1056



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十条 計測制御設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

4

計測制御系統施設は，再処理施設の運転時，停止時及び運転時の異常な過
渡変化時において，安全機能を有する施設の健全性を確保するために必要
なパラメータを想定される範囲内に制御できるとともに，想定される範囲
内で監視できる設計とする。

機能要求②
設置要求

計測制御設備
（許可文中、第6.1.2-1、2表、第6.1.2-1～23
図）

基本方針
設計方針

― ― ― △ 基本方針 基本方針 ― ―

<計測装置>
・計測範囲
・警報動作範囲

<インターロッ
ク>
・設定値

5
設計基準事故が発生した場合の状況把握及び対策を講ずるために必要なパ
ラメータは，設計基準事故時に想定される環境下において十分な測定範囲
及び期間にわたり監視できる設計とする。

設置要求
機能要求②

計測制御設備
（許可文中、第6.1.2-1、2表、第6.1.2-1～23
図）

基本方針
設計方針

― ― ― △ 基本方針 基本方針 ― ―

<計測装置>
・計測範囲
・警報動作範囲

<インターロッ
ク>
・設定値

8

核計装設備として，精製施設に供給される溶液中のプルトニウムの濃度を
測定するためのプルトニウム洗浄器のアルファ線の計数率を測定する装置
を設置する設計とする。
工程計装設備として，液体状の中性子吸収材の濃度を測定するための溶解
槽供給硝酸の可溶性中性子吸収材濃度を測定する装置を設置する設計とす
る。
使用済燃料溶解槽内の温度を測定するための溶解槽溶解液温度を測定する
装置を設置する設計とする。
蒸発缶内の温度及び圧力を測定するための第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸気
温度及び第１酸回収系の蒸発缶加熱蒸気圧力を測定する装置を設置する設
計とする。
廃液槽の冷却水の流量及び温度を測定するための凝縮器の出口冷却水流
量，高レベル廃液混合槽及び供給液槽廃液温度を測定する装置を設置する
設計とする。
機器内の溶液の液位を測定するためのプルトニウム濃縮缶液位を測定する
装置を設置する設計とする。
これらの計測装置は計測結果を中央制御室に表示できる設計とする。ま
た，記録は制御室の監視制御盤から帳票として出力し保存できる設計とす
る。

機能要求②
設置要求

計測制御設備
（許可文中、第6.1.2-1、2表、第6.1.2-1～23
図）

制御室（監視制御盤）

基本方針
設計方針

― ― ― △ ― 基本方針 ― ―
<計測装置>
・計測範囲
・警報動作範囲

9

再処理施設の設備の機能の喪失，誤操作その他の要因により再処理施設の
安全性を著しく損なうおそれが生じたとき又は液体状の放射性廃棄物の廃
棄施設から液体状の放射性物質が著しく漏えいするおそれが生じたとき
に，これらを確実に検知して速やかに警報（漏えい液受皿の集液溝の液位
高）を発する装置を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

計測制御設備
（許可文中、第6.1.2-1、2表、第6.1.2-1～23
図）

基本方針
設計方針

― ― ― △ ― 基本方針 ― ―
<計測装置>
・計測範囲
・警報動作範囲

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

第１回 第２回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
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第21条：放射線管理施設 

第49条：監視測定設備 

機能要求②抜粋 

 

1058



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

13
再処理施設内の主要箇所の放射線レベル又は放射能レベルを監視するための
屋内モニタリング設備として，エリアモニタ，ダストモニタ及び臨界警報装
置を設置する設計とする。

設置要求
機能要求②

【屋内モニタリング設備】
ガンマ線エリアモニタ
中性子線エリアモニタ
アルファ線ダストモニタ
ベータ線ダストモニタ
臨界警報装置

設計方針（屋内モニタリ
ング設備の設備構成、系
統構成）

設計方針（計測範囲）

－ － － △ 基本方針 基本方針 － －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

14

エリアモニタ及びダストモニタの測定値は，中央制御室において指示及び記
録するとともに，放射線レベル又は放射能レベルがあらかじめ設定した値を
超えた場合に，中央制御室及び必要な箇所において警報を発する設計とす
る。

機能要求①
機能要求②

【屋内モニタリング設備】
ガンマ線エリアモニタ
中性子線エリアモニタ
アルファ線ダストモニタ
ベータ線ダストモニタ

設計方針（屋内モニタリ
ング設備の設備構成、系
統構成）

設計方針（指示、表示、
記録及び保存）

設計方針（警報動作範
囲）

－ － － △ 基本方針 基本方針 － －
＜計測装置＞
警報動作範囲

16

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室においても当該施設に
係るエリアモニタ及びダストモニタの測定値の指示及び記録を行い，放射線
レベル又は放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えた場合に，使用済燃
料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室において警報を発する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【屋内モニタリング設備】
ガンマ線エリアモニタ
ベータ線ダストモニタ

設計方針（屋内モニタリ
ング設備の設備構成、系
統構成）

設計方針（指示、表示、
記録及び保存）

設計方針（警報動作範
囲）

－ － － △ 基本方針 － － －
＜計測装置＞
計測範囲
警報動作範囲

17
臨界警報装置は，放射線レベルがあらかじめ設定した値を超えた場合に，中
央制御室及び必要な箇所において警報を発する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【屋内モニタリング設備】
臨界警報装置

設計方針（屋内モニタリ
ング設備の設備構成、系
統構成）

設計方針（警報動作範
囲）

－ － － △ － 基本方針 － －
＜計測装置＞
警報動作範囲

26

主排気筒ガスモニタ及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタの測
定値は，中央制御室において指示及び記録するとともに，放射能レベルがあ
らかじめ設定した値を超えた場合に，中央制御室において警報を発する設計
とする。

機能要求①
機能要求②

【排気筒モニタ】
主排気筒ガスモニタ
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

設計方針（排気モニタリ
ング設備の設備構成、系
統構成）

設計方針（指示、表示、
記録及び保存）

設計方針（警報動作範
囲）

－ － － △ 基本方針 基本方針 － －
＜計測装置＞
警報動作範囲

28

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室においても使用済燃料
受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタの測定値を指示及び記録するとともに，
放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えた場合に，使用済燃料の受入れ
施設及び貯蔵施設の制御室においても警報を発する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【排気筒モニタ】
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

設計方針（排気モニタリ
ング設備の設備構成、系
統構成）

設計方針（指示、表示、
記録及び保存）

設計方針（警報動作範
囲）

－ － － △ 基本方針 － － －
＜計測装置＞
警報動作範囲

30

冷却空気出口シャフトには，冷却空気出口シャフトモニタを設け，排気口か
ら放出される放射性希ガスを監視する設計とする。冷却空気出口シャフトモ
ニタの測定値は，中央制御室において指示及び記録するとともに，放射能レ
ベルがあらかじめ設定した値を超えた場合に，中央制御室において警報を発
する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【排気モニタリング設備】
冷却空気出口シャフトモニタ

設計方針（排気モニタリ
ング設備の設備構成、系
統構成）

設計方針（指示、表示、
記録及び保存）

設計方針（計測範囲）

設計方針（警報動作範
囲）

－ － － △ － 基本方針 － －

＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲
警報動作範囲

36

排気モニタリング設備は，再処理施設から放出される放射性物質の濃度の監
視，測定するために必要なサンプリング量及び計測範囲に対して十分な容量
を有する設計とするとともに，主排気筒管理建屋及び北換気筒管理建屋に十
分な台数（排気サンプリング設備については２系列）を有する設計とする。

設置要求
機能要求②

【排気筒モニタ】
主排気筒ガスモニタ
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（主排気筒）
排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒）

設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

設計方針（計測範囲）

－ － － ○

排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒）

【機能要求②】
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

排気サンプリング設備（主排気筒）

【機能要求②】
主排気筒ガスモニタ

－ －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

49
周辺監視区域境界付近の空間放射線量，空間放射線量率及び空気中の放射性
物質の濃度を監視するための環境モニタリング設備として，モニタリングポ
スト，ダストモニタ及び積算線量計を設置する設計とする。

設置要求
機能要求②

【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ
積算線量計

設計方針（環境モニタリ
ング設備の設備構成、系
統構成）

設計方針（計測範囲）

－ － － △ 基本方針 － － －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

○

排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒）

【機能要求②】
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ
北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）
主配管（建屋換気系）

排気サンプリング設備（主排気筒）

【機能要求②】
主排気筒ガスモニタ

－－ － － －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

第１回 第２回

△ 基本方針 基本方針 － －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

－ － －

【排気筒モニタ】
主排気筒ガスモニタ
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（主排気筒）
排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒）
排気サンプリング設備（使用済燃料輸送容器管理
建屋換気筒）
排気サンプリング設備（ハル・エンドピース及び

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

23

設計方針（排気モニタリ
ング設備の設備構成、系
統構成）

設計方針（計測範囲）

31

重大事故等時において，排気モニタリング設備のうち主排気筒ガスモニタ，
排気サンプリング設備（主排気筒），使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガ
スモニタ及び排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気
筒），北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）並びに使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトを常設重大事故等対処設備として位置付
け，再処理施設から大気中へ放出される放射性物質の濃度を監視し，及び測
定し，並びにその結果を記録する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

再処理施設から放出される放射性物質の濃度を監視するための排気モニタリ
ング設備として，主排気筒ガスモニタ，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒
ガスモニタ，排気サンプリング設備及び冷却空気出口シャフトモニタを設置
する設計とする。

設置要求
機能要求②

【排気筒モニタ】
主排気筒ガスモニタ
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

【排気サンプリング設備】
排気サンプリング設備（主排気筒）
排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋換気筒）

【北換気筒】
北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

【使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系】
主配管（建屋換気系）

基本方針

設計方針（排気モニタリ
ング設備の設備構成、系
統構成）

設計方針（指示、表示、
記録及び保存）

設計方針（計測範囲）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

第１回 第２回

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

55
モニタリングポスト及びダストモニタは，放射線レベル又は放射能レベルが
あらかじめ設定した値を超えた場合に，直ちに中央制御室に警報を発信する
設計とする。

機能要求①
機能要求②

【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

設計方針（環境モニタリ
ング設備の設備構成、系
統構成）

設計方針（警報動作範
囲）

－ － － △ 基本方針 基本方針 － －
＜計測装置＞
警報動作範囲

56

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室においてもモニタリン
グポスト及びダストモニタの測定値の指示及び記録を行い，放射線レベル又
は放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えた場合に，使用済燃料の受入
れ施設及び貯蔵施設の制御室において警報を発する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

設計方針（環境モニタリ
ング設備の設備構成、系
統構成）

設計方針（指示、表示、
記録及び保存）

設計方針（警報動作範
囲）

－ － － △ 基本方針 基本方針 － －
＜計測装置＞
警報動作範囲

68

MOX燃料加工施設と共用する環境モニタリング設備は，周辺監視区域境界付
近において，放射性物質の濃度及び線量の監視，測定するために必要なサン
プリング量及び計測範囲に対して十分な容量を有する設計とするとともに，
十分な台数を有する設計とする。

設置要求
機能要求②

【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ

設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

設計方針（計測範囲）

－ － － ○
モニタリングポスト
ダストモニタ

－ － －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

82
可搬型排気モニタリング設備は，主排気筒又は北換気筒（使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋換気筒）から大気中へ放出される放射性物質を連続的に捕集す
るとともに，放射性希ガスの濃度を連続測定する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【可搬型排気モニタリング設備】
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

設計方針（代替排気モニ
タリング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（計測範囲）

－ － － ○ －

可搬型排気サンプリング設備

【機能要求②】
可搬型ガスモニタ

－ －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

92

可搬型排気モニタリング設備は，再処理施設から放出される放射性物質の濃
度の監視，測定に必要なサンプリング量及び計測範囲を有する設計とすると
ともに，可搬型ガスモニタの保有数は，必要数及び予備として故障時のバッ
クアップを含め十分な台数を確保する設計とし，可搬型排気サンプリング設
備の保有数は，必要数として２台，予備として故障時のバックアップを２台
の合計４台以上を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【可搬型排気モニタリング設備】
可搬型ガスモニタ
可搬型排気サンプリング設備

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

設計方針（計測範囲）

－ － － ○ －

可搬型排気サンプリング設備

【機能要求②】
可搬型ガスモニタ

－ －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

94

MOX燃料加工施設と共用する可搬型排気モニタリング用発電機は，可搬型排
気モニタリング設備，可搬型排気モニタリング用データ伝送装置，可搬型核
種分析装置及び可搬型トリチウム測定装置に給電できる容量を有する設計と
するとともに，保有数は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守によ
る待機除外時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【代替排気モニタリング設備】
可搬型排気モニタリング用発電機

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

設計方針（代替排気モニ
タリング設備の設備構
成、系統構成）

－ － － ○ － 可搬型排気モニタリング用発電機 － －
＜発電機＞
容量

114
可搬型環境モニタリング設備は，周辺監視区域において，線量を測定すると
ともに，空気中の放射性物質を連続的に捕集及び測定する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【可搬型環境モニタリング設備】
可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

設計方針（代替環境モニ
タリング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（計測範囲）

－ － － ○ －
可搬型線量計
可搬型ダストモニタ

－ －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

－
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

－ －－ － － ○
モニタリングポスト
ダストモニタ

61

重大事故等時において，環境モニタリング設備のうちモニタリングポスト及
びダストモニタを常設重大事故等対処設備として位置付け，周辺監視区域に
おける線量及び放射性物質の濃度を監視し，及び測定し，並びにその結果を
記録する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

基本方針

設計方針（環境モニタリ
ング設備の設備構成、系
統構成）

設計方針（指示、表示、
記録及び保存）

設計方針（計測範囲）

【環境モニタリング設備】
モニタリングポスト
ダストモニタ
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

第１回 第２回

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

120

MOX燃料加工施設と共用する可搬型環境モニタリング設備は，周辺監視区域
において，放射性物質の濃度及び線量の監視，測定に必要なサンプリング量
及び計測範囲を有する設計とするとともに，保有数は，必要数及び予備とし
て故障時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【可搬型環境モニタリング設備】
可搬型線量率計
可搬型ダストモニタ

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

設計方針（計測範囲）

－ － － ○ －
可搬型線量計
可搬型ダストモニタ

－ －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

122

MOX燃料加工施設と共用する可搬型環境モニタリング用発電機は，可搬型環
境モニタリング設備及び可搬型環境モニタリング用データ伝送装置に給電で
きる容量を有する設計とするとともに，保有数は，必要数並びに予備として
故障時及び点検保守による待機除外時のバックアップを含め十分な台数を確
保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【代替環境モニタリング設備】
可搬型環境モニタリング用発電機

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

設計方針（代替環境モニ
タリング設備の設備構
成、系統構成）

－ － － ○ － 可搬型環境モニタリング用発電機 － －
＜発電機＞
容量

123
ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）は，建屋周辺において，線量当量率を測
定するための計測範囲を有する設計とするとともに，保有数は，必要数及び
予備として故障時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【可搬型建屋周辺モニタリング設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

設計方針（計測範囲）

－ － － ○ － ガンマ線用サーベイメータ（SA) － －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

124
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）は，建屋周辺において，線量当量率を測
定するための計測範囲を有する設計とするとともに，保有数は，必要数及び
予備として故障時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【可搬型建屋周辺モニタリング設備】
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

設計方針（計測範囲）

－ － － ○ － 中性子線用サーベイメータ（SA） － －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

125

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ
（ＳＡ）は，建屋周辺において，空気中の放射性物質の濃度を測定するため
のサンプリング量及び計測範囲を有する設計とするとともに，アルファ・
ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）の保有数は，必要数及び予備として故障
時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とし，可搬型ダストサン
プラ（ＳＡ）の保有数は，必要数として３台，予備として故障時のバック
アップを３台の合計６台以上を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【可搬型建屋周辺モニタリング設備】
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

設計方針（計測範囲）

－ － － ○ －

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

【機能要求②】
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（SA）

－ －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

－ － － ○ －

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

【機能要求②】
ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

－ －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

可搬型建屋周辺モニタリング設備は，重大事故等が発生した場合に，重大事
故等の対処を行う前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋の周辺における線量当量率並びに出入管理室を設置する出入管理建屋，低
レベル廃棄物処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋の周辺における
空気中の放射性物質の濃度及び線量当量率を監視し，及び測定し，並びにそ
の結果を記録できるように，測定値を指示する設計とする。

115
機能要求①
機能要求②

【可搬型建屋周辺モニタリング設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

設計方針（代替環境モニ
タリング設備の設備構
成、系統構成）

設計方針（指示、表示、
記録及び保存）

設計方針（計測範囲）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

第１回 第２回

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

141

放出管理分析設備の放射能測定装置（アルファ・ベータ線用），放射能測定
装置（低エネルギーベータ線用）及び核種分析装置（ガンマ線用）並びに環
境試料測定設備の核種分析装置（ガンマ線用）は，重大事故等時において，
捕集した試料の放射性物質の濃度を測定し，及びその結果を記録できるよう
に，測定値を指示する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【放出管理分析設備】
放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）
放射能測定装置（低エネルギーベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）

【環境試料測定設備】
核種分析装置（ガンマ線用）

設計方針（試料分析関係
設備の設備構成、系統構
成）

設計方針（指示、表示、
記録及び保存）

設計方針（計測範囲）

－ － － ○ 核種分析装置（ガンマ線用）
放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）
放射能測定装置（低エネルギーベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）

－ －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

146

放出管理分析設備の放射能測定装置（アルファ・ベータ線用），放射能測定
装置（低エネルギーベータ線用）及び核種分析装置（ガンマ線用）は，再処
理施設から放出される放射性物質の濃度を測定するために必要な計測範囲に
対して十分な容量を有する設計とするとともに，十分な台数を有する設計と
する。

設置要求
機能要求②

【放出管理分析設備】
放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）
放射能測定装置（低エネルギーベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）

設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

設計方針（計測範囲）

－ － － ○ －
放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）
放射能測定装置（低エネルギーベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）

－ －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

147

MOX燃料加工施設と共用する環境試料測定設備の核種分析装置（ガンマ線
用）は，再処理施設及びMOX燃料加工施設から放出される放射性物質の濃度
を測定するために必要な計測範囲に対して十分な容量を有する設計とすると
ともに，十分な台数を有する設計とする。

設置要求
機能要求②

【環境試料測定設備】
核種分析装置（ガンマ線用）

設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

設計方針（計測範囲）

－ － － ○ 核種分析装置（ガンマ線用） － － －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

155
可搬型試料分析設備は，環境試料測定設備が機能喪失した場合に，ダストモ
ニタ及び可搬型ダストモニタで捕集した放射性物質の濃度を測定し，及びそ
の結果を記録できるように，測定値を指示する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【可搬型試料分析設備】
可搬型放射能測定装置
可搬型核種分析装置

基本方針

設計方針（指示、表示、
記録及び保存）

設計方針（計測範囲）

－ － － ○ －
可搬型放射能測定装置
可搬型核種分析装置

－ －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

○ － － －
可搬型放射能測定装置
可搬型トリチウム測定装置
可搬型核種分析装置

＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

154

可搬型試料分析設備は，放出管理分析設備が機能喪失した場合に，排気サン
プリング設備（主排気筒），排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋換気筒）及び可搬型排気サンプリング設備で捕集した放射性物質の濃
度を測定し，及びその結果を記録できるように，測定値を指示する設計とす
る。

機能要求①
機能要求②

【可搬型試料分析設備】
可搬型放射能測定装置
可搬型トリチウム測定装置
可搬型核種分析装置

基本方針

設計方針（指示、表示、
記録及び保存）

設計方針（計測範囲）

－ － －

140

重大事故等時において，試料分析関係設備のうち，放出管理分析設備の放射
能測定装置（アルファ・ベータ線用），放射能測定装置（低エネルギーベー
タ線用）及び核種分析装置（ガンマ線用）並びに環境試料測定設備の核種分
析装置（ガンマ線用）を常設重大事故等対処設備として位置付け，再処理施
設から放出される放射性物質の濃度及び周辺監視区域境界付近の空気中の放
射性物質の濃度を測定する設計とする。

設置要求
機能要求②

【放出管理分析設備】
放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）
放射能測定装置（低エネルギーベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）

【環境試料測定設備】
核種分析装置（ガンマ線用）

基本方針

設計方針（試料分析関係
設備の設備構成、系統構
成）

設計方針（計測範囲）

－ － － ○ 核種分析装置（ガンマ線用）
放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）
放射能測定装置（低エネルギーベータ線用）
核種分析装置（ガンマ線用）

－ －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

第１回 第２回

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

160

MOX燃料加工施設と共用する可搬型放射能測定装置は，再処理施設及びMOX燃
料加工施設から放出される放射性物質の濃度を測定できる計測範囲を有する
設計とするとともに，保有数は，必要数及び予備として故障時のバックアッ
プを含め十分な台数を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【可搬型試料分析設備】
可搬型放射能測定装置

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

設計方針（計測範囲）

－ － － ○ － 可搬型放射能測定装置 － －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

161
可搬型トリチウム測定装置は，再処理施設から放出される放射性物質の濃度
を測定できる計測範囲を有する設計とするとともに，保有数は，必要数及び
予備として故障時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【可搬型試料分析設備】
可搬型トリチウム測定装置

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

設計方針（計測範囲）

－ － － ○ － 可搬型トリチウム測定装置 － －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

162

MOX燃料加工施設と共用する可搬型核種分析装置は，再処理施設及びMOX燃料
加工施設から放出される放射性物質の濃度を測定できる計測範囲を有する設
計とするとともに，保有数は，必要数及び予備として故障時のバックアップ
を含め十分な台数を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【可搬型試料分析設備】
可搬型核種分析装置

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

設計方針（計測範囲）

－ － － ○ － 可搬型核種分析装置 － －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

186

MOX燃料加工施設と共用する放射能観測車は，敷地内において，空気中の放
射性物質の濃度及び線量を測定するために必要なサンプリング量及び計測範
囲に対して十分な容量を有する設計とするとともに，1台数を有する設計と
する。

設置要求
機能要求②

【環境管理設備】
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

設計方針（計測範囲）

－ － － ○

放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

【機能要求②】
放射能観測車搭載機器

－ － －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

－ － －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

－ ○ －
可搬型放射能測定装置
可搬型核種分析装置

－156

可搬型放射能測定装置及び可搬型核種分析装置は，再処理施設からの放射性
物質の放出のおそれがあると判断した場合に，再処理施設及びその周辺で採
取した，水中及び土壌中の放射性物質の濃度を測定し，及びその結果を記録
できるように，測定値を指示する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【可搬型試料分析設備】
可搬型放射能測定装置
可搬型核種分析装置

基本方針

設計方針（指示、表示、
記録及び保存）

設計方針（計測範囲）

－ ○
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

－ － －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

－ －176

重大事故等時において，環境管理設備の放射能観測車を可搬型重大事故等対
処設備として位置付け，敷地周辺の空間放射線量率及び空気中の放射性物質
の濃度を迅速に測定し，及びその結果を記録できるように，測定値を指示す
る設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

【環境管理設備】
放射能観測車搭載機器
放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプ
ラ）

基本方針

設計方針（環境管理設備
の設備構成、系統構成）

設計方針（指示、表示、
記録及び保存）

設計方針（計測範囲）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第21条 放射線管理施設，第49条　監視測定設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

第１回 第２回

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

199

MOX燃料加工施設と共用する可搬型放射能観測設備は，敷地内において，空
気中の放射性物質の濃度及び線量を測定するために必要なサンプリング量及
び計測範囲を有する設計とするとともに，ガンマ線用サーベイメータ（Ｎａ
Ｉ（Ｔｌ）シンチレーション）（ＳＡ），ガンマ線用サーベイメータ（電離
箱）（ＳＡ），中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）及びアルファ・ベータ線
用サーベイメータ（ＳＡ）の保有数は，必要数及び予備として故障時のバッ
クアップを含め十分な台数を確保する設計とし，可搬型ダスト・よう素サン
プラ（ＳＡ）の保有数は，必要数として１台，予備として故障時のバック
アップを１台の合計２台以上を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【可搬型放射能観測設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）
可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

設計方針（計測範囲）

－ － － ○ －

可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）

【機能要求②】
ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

－ －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

217

MOX燃料加工施設と共用する可搬型気象観測用発電機は，可搬型気象観測設
備及び可搬型気象観測用データ伝送装置に給電できる容量を有する設計とす
るとともに，保有数は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守による
待機除外時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【代替気象観測設備】
可搬型気象観測用発電機

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

設計方針（代替気象観測
設備の設備構成、系統構
成）

－ － － ○ － 可搬型気象観測用発電機 － －
＜発電機＞
容量

233

MOX燃料加工施設と共用する環境モニタリング用可搬型発電機は，環境モニ
タリング設備に給電できる容量を有する設計とするとともに，保有数は，必
要数並びに予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバックアップ
を含め十分な台数を確保する設計とする。

設置要求
機能要求②

【環境モニタリング用代替電源設備】
環境モニタリング用可搬型発電機

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

設計方針（環境モニタリ
ング用代替電源設備設備
構成、系統構成）

－ － － ○ － 環境モニタリング用可搬型発電機 － －
＜発電機＞
容量

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

194
可搬型放射能観測設備は，空間放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度を
測定し，及びその結果を記録できるように，測定値を指示する設計とする。

機能要求①
機能要求②

【可搬型放射能観測設備】
ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

基本方針

設計方針（代替放射能観
測設備の設備構成、系統
構成）

設計方針（指示、表示、
記録及び保存）

設計方針（計測範囲）

－ － － ○ －

ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン
チレーション）（ＳＡ）
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）
中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

－ －
＜計測装置＞
検出器の種類
計測範囲

1064



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第22条：安全保護回路 

機能要求②抜粋 

 

1065



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十二条 安全保護回路）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

2

安全保護回路は，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生した
場合において，これらの異常な状態を検知し，これらの核的，熱的及び
化学的制限値を超えないようにするための設備並びに火災，爆発その他
の再処理施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたときに，これらを
抑制し，又は防止するための設備の作動を速やかに，かつ，自動で開始
させる設計とする。

機能要求②
設置要求

安全保護回路
（許可文中、第6.1.3-１表、第6.1.3-1～15図）

基本方針 ― ― ― △ ― 基本方針 ― ―
<インターロッ
ク>
・設定値

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

第１回 第２回

展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

1066



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第23条：制御室等 

機能要求②抜粋 

 

1067



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第23条 制御室等）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

21

c.居住性の確保
制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従事者が制御室に出入りする
ための区域は，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生した場合に再処理
施設の安全性を確保するための措置をとれるよう，運転員その他の従事者が支障な
く入ることができる設計とする。また，運転員その他の従事者が，制御室に一定期
間とどまり，必要な操作を行う際に過度の被ばくを受けないよう，適切な遮蔽を設
ける設計とする。

設置要求
機能要求②

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
・制御室遮蔽

【機能要求②】
制御建屋
・中央制御室遮蔽

基本方針
設計方針（制御室機能）

－ － － △ －

制御室換気設備
（許可文中、第6.1.5-2表、第6.1.5-2
図）
・制御室フィルタユニット
・制御室送風機
・主ダクト
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
・制御室遮蔽

【機能要求②】
制御室換気設備
・中央制御室フィルタユニット
・中央制御室送風機
・主ダクト
制御建屋
・中央制御室遮蔽

－ －
＜遮蔽設備＞

厚さ

22

さらに，制御室に運転員その他の従事者がとどまることができるよう，気体状の放
射性物質及び火災又は爆発により発生する有毒ガス及び化学物質により発生する有
毒ガスに対する換気設備の隔離その他の適切に防護するための措置に必要な設備を
設ける設計とする。

設置要求
機能要求②

制御室換気設備
（許可文中、第6.1.5-2表、第6.1.5-2
図）
・制御室フィルタユニット
・制御室送風機
・主要ダクト

中央制御室フィルタユニット高性能粒
子フィルタ差圧計

【機能要求②】
制御室換気設備
・中央制御室フィルタユニット
・中央制御室送風機
・主要ダクト

基本方針
設計方針（制御室機能）

－ － － △ －

制御室換気設備
（許可文中、第6.1.5-2表、第6.1.5-2
図）
・制御室フィルタユニット
・制御室送風機
・主要ダクト

中央制御室フィルタユニット高性能粒
子フィルタ差圧計

【機能要求②】
制御室換気設備
・中央制御室フィルタユニット
・中央制御室送風機
・主要ダクト

－ －

＜フィルタ＞
・効率

＜ファン＞
・容量

33

制御建屋中央制御室空調系は，設計基準事故時に必要に応じて外気との連絡口を遮
断し,制御建屋の中央制御室内空気を中央制御室フィルタユニットを通し再循環して
浄化運転することができるとともに，必要に応じて外気を中央制御室フィルタユ
ニットを通して取り入れることができる設計とする。

機能要求②

制御室換気設備
・中央制御室フィルタユニット
・中央制御室送風機
・主要ダクト

基本方針
設計方針（制御室機能）

－ － － △ －

制御室換気設備
・中央制御室フィルタユニット
・中央制御室送風機
・主ダクト

－ －

＜フィルタ＞
・効率

＜ファン＞
・容量

第２回

・「説明対象」について

〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目

△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

－：当該申請回次で記載しない項目

第１Ｇｒ

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

1068



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第24条：廃棄施設 

機能要求②抜粋 

 

1069



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十四条 廃棄施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

気体廃棄物の廃棄施設は，各施設の塔槽類等から発生する廃ガス及びセル等
内の雰囲気中から環境への放射性物質の放出量を合理的に達成できる限り低
くするよう，放射性物質の性状，濃度に応じて，廃ガス洗浄塔，高性能粒子
フィルタ等で洗浄，ろ過等の処理をした後，十分な拡散効果の期待できる排
気筒から監視しながら放出する設計とする。

機能要求①
機能要求②

気体廃棄物の廃棄施設
（許可文中、第7.2-1表～30表、第7.2-2図～36
図）

【機能要求②】
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理設備
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設
備

機能要求②は，上記設備のミストフィルタ，高性
能粒子フィルタ，よう素フィルタ及びルテニウム
吸着塔とする。

基本方針 － － － △ － － －

＜フィルタ＞
・効率

＜容器＞
・効率

－ － －

せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，せん断処理施設のせん断機，溶解施設
の溶解槽等から発生する廃ガスによる環境への放射性物質の放出量を，合理
的に達成できる限り低くする設計とする。

機能要求①
機能要求②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図）

機能要求②は，上記設備のミストフィルタ，高性
能粒子フィルタ，よう素フィルタとする。

基本方針 － － － △ － 基本方針 －
＜ファン＞
・容量

せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，せん断処理施設のせん断機及び溶解施
設の溶解槽，よう素追出し槽等から発生する廃ガスを処理することが可能な
処理能力を有する設計とする。

機能要求①
機能要求②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図）

機能要求②は，上記設備の排風機とする。

基本方針 － － － △ － 基本方針 －
＜ファン＞
・容量

17
せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構成するミストフィルタは，ろ材にガラ
ス繊維を使用し，廃ガス中に含まれる放射性エアロゾルを除去する設計とす
る。

機能要求①
機能要求②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図）
ミストフィルタ

基本方針
設計方針（放射性物質の
除去）

－ － － △ － 基本方針 －
＜フィルタ＞
・除去効率

19
せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構成する高性能粒子フィルタは，ろ材に
ガラス繊維を使用し，よう素フィルタの前後に設置し，廃ガス中に含まれる
放射性エアロゾルを除去する設計とする。

機能要求①
機能要求②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図）
高性能粒子フィルタ

基本方針
設計方針（放射性物質の
除去）

－ － － △ － 基本方針 －
＜フィルタ＞
・除去効率

20
せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構成するよう素フィルタは，ろ材に銀系
吸着材を使用し，廃ガス中に含まれるよう素を除去する設計とする。

機能要求①
機能要求②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図）
よう素フィルタ

基本方針
設計方針（放射性物質の
除去）

－ － － △ － 基本方針 －
＜フィルタ＞
・除去効率

21
せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構成する排風機は，せん断処理施設のせ
ん断機及び溶解施設の溶解槽，よう素追出し槽等の負圧を維持するととも
に，廃ガスを主排気筒へ移送する設計とする。

機能要求①
機能要求②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-1表、第7.2-2図）

機能要求②は，上記設備の排風機とする。

基本方針
設計方針（放射性物質の
除去）

－ － － △ － 基本方針 －
＜ファン＞
・容量

塔槽類廃ガス処理設備は，塔槽類廃ガスによる環境への放射性物質の放出量
を，合理的に達成できる限り低くする設計とする。

機能要求①
機能要求②

塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-2表～12表、第7.2-5図～15
図）

機能要求②は，上記設備の高性能粒子フィルタ及
びよう素フィルタ塔とする。

基本方針 － － － △ － 基本方針 －
＜フィルタ＞
・効率

塔槽類廃ガス処理設備は，各施設の塔槽類から発生する廃ガスを処理するこ
とが可能な能力を有する設計とする。

機能要求①
機能要求②

塔槽類廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-2表～12表、第7.2-5図～15
図）

機能要求②は，上記設備の排風機とする

基本方針 － － － △ － 基本方針 －
＜ファン＞
・容量

27
塔槽類廃ガス処理設備を構成する高性能粒子フィルタは，ろ材にガラス繊維
を使用し，廃ガス中に含まれる放射性エアロゾルを除去する設計とする。

機能要求②
塔槽類廃ガス処理設備
高性能粒子フィルタ

基本方針
設計方針（放射性物質の
除去）

－ － － △ － 基本方針 －
＜フィルタ＞
・効率

29
塔槽類廃ガス処理設備を構成するよう素フィルタは，ろ材に銀系吸着材を使
用し，よう素を除去する設計とする。

機能要求②
塔槽類廃ガス処理設備
よう素フィルタ

基本方針
設計方針（放射性物質の
除去）

－ － － △ － 基本方針 －
＜フィルタ＞
・効率

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備は，固体廃棄物の廃棄施設のガラス
溶融炉から発生する廃ガスによる環境への放射性物質の放出量を，合理的に
達成できる限り低くする設計とする。

機能要求②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）

機能要求②は，上記設備のミストフィルタ，高性
能粒子フィルタ，よう素フィルタ及びルテニウム
吸着塔とする。

基本方針 － － － △ － 基本方針 －

＜フィルタ＞
・効率

＜容器＞
・効率

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備は，固体廃棄物の廃棄施設のガラス
溶融炉から発生する廃ガスを処理することが可能な能力を有する設計とする

機能要求②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）

機能要求②は，上記設備の排風機とする。

基本方針 － － － △ － 基本方針 －
＜ファン＞
・容量

第１回 第２回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

1070



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十四条 廃棄施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

第１回 第２回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

62
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成するミストフィルタは，ろ材
にガラス繊維製フィルタを使用し,廃ガス中に含まれる放射性エアロゾルを
除去する設計とする。

機能要求②
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）
ミストフィルタ

基本方針
設計方針（放射性物質の
除去）

－ － － △ － 基本方針 －
＜フィルタ＞
・効率

63
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成するルテニウム吸着塔は，シ
リカゲル吸着材を充てんし，廃ガス中に含まれる揮発性ルテニウムを除去す
る設計とする。

機能要求②
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）
ルテニウム吸着塔

基本方針
設計方針（放射性物質の
除去）

－ － － △ － 基本方針 －
＜容器＞
・効率

64
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成する高性能粒子フィルタは，
ろ材にガラス繊維を使用し，よう素フィルタの前後に設置し，廃ガス中に含
まれる放射性エアロゾルを除去する設計とする。

機能要求②
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）
高性能粒子フィルタ

基本方針
設計方針（放射性物質の
除去）

－ － － △ － 基本方針 －
＜フィルタ＞
・効率

66
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備を構成するよう素フィルタは，ろ材
に銀系吸着材を使用し，廃ガス中に含まれるよう素を除去する設計とする。

機能要求②
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
（許可文中、第7.2-13表、第7.2-16図）
よう素フィルタ

基本方針
設計方針（放射性物質の
除去）

－ － － △ － 基本方針 －
＜フィルタ＞
・効率

主排気筒は，放出する気体状の放射性物質に対し，十分な拡散効果を有する
設計とする。

機能要求①
機能要求②

主排気筒
（許可文中、第7.2-30表、第7.2-36図）

基本方針 － － － △ － 基本方針 －
＜建物・構築物
（排気筒）＞
・主要寸法

90
高レベル廃液貯蔵設備は，高レベル廃液を貯蔵する能力を有する設計とす
る。

機能要求①
機能要求②

高レベル廃液貯蔵設備
（許可文中、第7.3-2表、第7.3-3図）
高レベル濃縮廃液貯槽
不溶解残渣廃液貯槽
高レベル廃液共用貯槽

基本方針 － － － △ － 基本方針 －
＜容器＞
・容量

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目
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第25条：保管廃棄施設 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十五条 保管廃棄施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

【再処理施設に関する図面】
・固体廃棄物の廃棄施設の設備構成，系統構
成，配置，構造等を説明する。
（系統図，配置図，構造図等）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

【再処理施設に関する図面】
・固体廃棄物の廃棄施設の設備構成，系統構
成，配置，構造等を説明する。
（系統図，配置図，構造図等）

第１回 第２回

添付書類　構成 添付書類　説明内容

基本方針

10

　高レベル廃液ガラス固化設備は，各施設から発生する高レベル廃液を
処理できる能力を有する設計とする。
　低レベル固体廃棄物処理設備は，各施設及び公益財団法人核物質管理
センターが運営する六ヶ所保障措置分析所（以下「各種施設」とい
う。）で発生する低レベル濃縮廃液，廃溶媒，雑固体及びＣＢ・ＢＰを
処理できる能力を有する設計とする。

機能要求①
機能要求②

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針

高レベル廃液ガラス固化設備
低レベル固体廃棄物処理設備(低レベル濃縮廃液
処理系)
低レベル固体廃棄物処理設備(廃溶媒処理系)
低レベル固体廃棄物処理設備(雑固体廃棄物処理
系)
低レベル固体廃棄物処理設備(チャンネルボック
ス・バーナブルポイズン処理系)

基本方針

9

　固体廃棄物の廃棄施設のうち，ガラス固化体貯蔵設備及び低レベル固
体廃棄物貯蔵設備は，放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を
有する設計とする。
　また，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体の冷却のための適切な
措置を講ずる設計とする。

機能要求①
機能要求②

ガラス固化体貯蔵設備
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(ハル・エンドピー
ス貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(チャンネルボック
ス・バーナブルポイズン貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(第１低レベル廃棄
物貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(第２低レベル廃棄
物貯蔵系 第１貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(第２低レベル廃棄
物貯蔵系 第２貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(第４低レベル廃棄
物貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(廃樹脂貯蔵系)

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

― ― ― ―

<機械装置>
・種類
・容量
・主要寸法
・主要材料
<容器>
・容量
・主要寸法
・主要材料

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

― ― ―

― ― ― ― 基本方針 基本方針

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

基本方針

― ――

<建物・構造物>
・主要寸法
・主要材料
<容器>
・容量
・主要寸法
・主要材料

△
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第27条：遮蔽 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第27条 遮蔽）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

基本方針
評価方法

Ⅱ-1-1　遮蔽設計に関する基本方針
2.1　基本的な考え方

2.2　遮蔽設計の考え方

4.4　直接線及びスカイシャイン線による線量の
評価方法

【基本的な考え方】
・遮蔽設計の基本方針を記載

【遮蔽設計の考え方】
・基本的な考え方を踏まえた遮蔽設計の考え方を
記載

【直接線及びスカイシャイン線による線量の評価
方法】
・再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線
による公衆の被ばく線量の評価方法を記載。

- - - - -

設計方針（直接線及びス
カイシャイン線の遮蔽）

Ⅵ-2-2　平面図及び断面図
Ⅵ-2-5　構造図

既設工認の構造より変更なし

【遮蔽設備の設計方針】
・遮蔽設備の構造を説明

- - - - -

- -

【公衆の線量の評価】
・第2低レベル廃棄物貯蔵建屋からの直接線及び
スカイシャイン線による公衆の被ばく線量評価に
係る評価条件と評価結果を記載

・再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線
による公衆の被ばく線量に係る評価結果を記載

-- -

第１回

2

(1) 安全機能を有する施設は，通常時の再処理施設からの直接線及びスカ
イシャイン線による周辺監視区域外の線量が，線量告示で定められた線量
限度を超えないようにするとともに，合理的に達成できる限り低くなるよ
う，遮蔽その他適切な措置を講ずる設計とする。

展開事項

Ⅱ-2-1-1　第2低レベル廃棄物貯蔵建屋からの平
常時における直接線及びスカイシャイン線による
線量の評価

Ⅱ-2-1-2　再処理施設に係る建屋からの平常時に
おける直接線及びスカイシャイン線による線量の
評価

上記以外について，既設工認添付書類
「Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明
書」の記載より変更なし

機能要求②
評価要求

添付書類　構成 添付書類　説明内容

遮蔽設備

評価条件
評価（遮蔽計算）

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第27条 遮蔽）

別紙２

基本方針
評価方法

設計方針（直接線及びス
カイシャイン線の遮蔽）

2

(1) 安全機能を有する施設は，通常時の再処理施設からの直接線及びスカ
イシャイン線による周辺監視区域外の線量が，線量告示で定められた線量
限度を超えないようにするとともに，合理的に達成できる限り低くなるよ
う，遮蔽その他適切な措置を講ずる設計とする。

展開事項

機能要求②
評価要求

遮蔽設備

評価条件
評価（遮蔽計算）

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

〇 基本方針 基本方針 - - -

Ⅱ-1-1　遮蔽設計に関する基本方針
2.1　基本的な考え方

2.2　遮蔽設計の考え方

4.4　直接線及びスカイシャイン線による線量の
評価方法

【基本的な考え方】
・遮蔽設計の基本方針を記載

【遮蔽設計の考え方】
・基本的な考え方を踏まえた遮蔽設計の考え方を
記載

【直接線及びスカイシャイン線による線量の評価
方法】
・再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線
による公衆の被ばく線量の評価方法を記載。

△ 基本方針 基本方針 - -
＜遮蔽設備＞
・主要寸法
・主要材料

Ⅵ-2-2　平面図及び断面図
Ⅵ-2-5　構造図

既設工認の構造より変更なし

既設工認より図面に変更がないことを説明する。

Ⅱ-2-1-1 第2低レベル廃棄物貯蔵建屋からの平常
時における直接線及びスカイシャイン線による線
量の評価

Ⅱ-2-1-2　再処理施設に係る建屋からの平常時に
おける直接線及びスカイシャイン線による線量の
評価

上記以外のⅡ　放射線による被ばくの防止に関す
る説明書
既設工認添付書類
「Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明
書」の記載より変更なし

【公衆の線量の評価】
・第2低レベル廃棄物貯蔵建屋からの直接線及び
スカイシャイン線による公衆の被ばく線量評価に
係る評価条件と評価結果を記載

・再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線
による公衆の被ばく線量に係る評価結果を記載

・上記以外については，既設工認の添付書類に変
更がないことを説明する。

＜遮蔽設備＞
・主要寸法
・主要材料

〇 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の遮蔽設備 基本方針 - -

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第27条 遮蔽）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

基本方針
評価条件
評価方法

Ⅱ-1-1　遮蔽設計に関する基本方針
2.1　基本的な考え方

2.2　遮蔽設計の考え方

3.1　遮蔽設計の基準線量率

4.5　放射線業務従事者の立入り場所における線
量の評価方法

【基本的な考え方】
・遮蔽設計の基本方針を記載

【遮蔽設計の考え方】
・基本的な考え方を踏まえた遮蔽設計の考え方を
記載

【遮蔽設計の遮蔽設計区分及び基準線量率の設
定】
・放射線業務従事者が立ち入る場所について，立
入り頻度及び立入り時間等を考慮して設定した遮
蔽設計の基準となる線量率を記載

【遮蔽計算の評価方法】
・遮蔽計算における評価対象や評価方法を記載。

- - - - -

【遮蔽設備の設計方針】
・遮蔽設備の構造を説明

-

Ⅱ-2-2-1　第2低レベル廃棄物貯蔵建屋の建屋内
の放射線遮蔽に関する計算書

上記以外について，既設工認添付書類
「Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明
書」の記載より変更なし

遮蔽設備

【建屋内の線量率の評価】
・第2低レベル廃棄物貯蔵建屋内の線量率評価に
係る評価条件と評価結果を記載

設計方針（遮蔽設計区分
の設定）

評価条件
評価（遮蔽計算）

- - - - -

- - --

7

c.　再処理施設内の遮蔽設計に当たっては，放射線業務従事者の立入り頻
度及び立入り時間を考慮した遮蔽設計区分を設け，区分ごとに基準線量率
を設定するとともに，管理区域を適切に区分し，区分ごとの基準線量率を
満足するよう遮蔽設備を設計する。

機能要求②
評価要求

Ⅵ-2-2　平面図及び断面図
Ⅵ-2-5　構造図

既設工認の構造より変更なし

1077



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第27条 遮蔽）

別紙２

展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

基本方針
評価条件
評価方法

遮蔽設備

設計方針（遮蔽設計区分
の設定）

評価条件
評価（遮蔽計算）

7

c.　再処理施設内の遮蔽設計に当たっては，放射線業務従事者の立入り頻
度及び立入り時間を考慮した遮蔽設計区分を設け，区分ごとに基準線量率
を設定するとともに，管理区域を適切に区分し，区分ごとの基準線量率を
満足するよう遮蔽設備を設計する。

機能要求②
評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

〇 基本方針 基本方針 - - -

Ⅱ-1-1 遮蔽設計に関する基本方針
2.1　基本的な考え方

2.2　遮蔽設計の考え方

3.1　遮蔽設計の基準線量率

4.5　放射線業務従事者の立入り場所における線
量の評価方法

【基本的な考え方】
・遮蔽設計の基本方針を記載

【遮蔽設計の考え方】
・基本的な考え方を踏まえた遮蔽設計の考え方を
記載

【遮蔽設計の遮蔽設計区分及び基準線量率の設
定】
・放射線業務従事者が立ち入る場所について，立
入り頻度及び立入り時間等を考慮して設定した遮
蔽設計の基準となる線量率を記載

【遮蔽計算の評価方法】
・遮蔽計算における評価対象や評価方法を記載。

・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

基本方針

凡例

Ⅵ-2-2　平面図及び断面図
Ⅵ-2-5　構造図

既設工認の構造より変更なし

既設工認より図面に変更がないことを説明する。

Ⅱ-2-2-1 第2低レベル廃棄物貯蔵建屋の建屋内の
放射線遮蔽に関する計算書

上記以外のⅡ　放射線による被ばくの防止に関す
る説明書
既設工認添付書類
「Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明
書」の記載より変更なし

【建屋内の線量率の評価】
・第2低レベル廃棄物貯蔵建屋内の線量率評価に
係る評価条件と評価結果を記載。

上記以外については，既設工認の添付書類に変更
がないことを説明する。

＜運搬・製品容
器(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜ポンプ(遮蔽
設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜ラック/ピッ
ト/棚(遮蔽設
備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜ガラス固化体
貯蔵ピット(遮
蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜搬送設備(遮
蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜廃棄物処理機
械装置(遮蔽設
備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜焼結・乾燥装
置(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜機械・検査装
置(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜核物質等取扱
ボックス(遮蔽
設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜遮蔽設備＞
・主要寸法
・主要材料

- -

＜運搬・製品容
器(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜ポンプ(遮蔽
設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜ラック/ピッ
ト/棚(遮蔽設
備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜ガラス固化体
貯蔵ピット(遮
蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜搬送設備(遮
蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜廃棄物処理機
械装置(遮蔽設
備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜焼結・乾燥装
置(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜機械・検査装
置(遮蔽設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜核物質等取扱
ボックス(遮蔽
設備)＞
・主要寸法
・主要材料
＜遮蔽設備＞
・主要寸法
・主要材料

- -〇 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の遮蔽設備 基本方針

△ 基本方針
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第28条：換気設備 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十八条 換気設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

第１回 第２回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

各建屋換気設備の建屋送風機
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33
図）

【機能要求②】
使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備
前処理建屋換気設備
分離建屋換気設備
精製建屋換気設備
ウラン脱硝建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設
備
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備
第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備
低レベル廃液処理建屋換気設備
低レベル廃棄物処理建屋換気設備
ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋換気設備
分析建屋換気設備

機能要求②は，上記設備の排風機及びダクトとす
る。
評価要求の換気能力は，上記設備のうち，使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備及びチャンネル
ボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備
とする。

2
換気設備は，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時
において，放射線障害を防止するために，管理区域内の放射線業務従事者
に新鮮な空気を供給する設計とし、必要な換気能力を有する設計とする。

評価要求
機能要求①
機能要求②

基本方針
設計方針（系統構成）

3

換気設備は，給気系及び排気系で構成し，汚染の程度の低い区域から汚染
の程度のより高い区域に向かって空気を流す設計とし、給排気量を適切に
設定及び調節することにより、汚染のおそれのある区域を清浄区域より負
圧に維持するとともに，適切な換気・空調を行う設計とする。

機能要求①
機能要求②

各建屋換気設備の建屋送風機
（許可文中、第7.2-14表～28表、第7.2-19図～33
図）

【機能要求②】
使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備
前処理建屋換気設備
分離建屋換気設備
精製建屋換気設備
ウラン脱硝建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設
備
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備
第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備
低レベル廃液処理建屋換気設備
低レベル廃棄物処理建屋換気設備
ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋換気設備
分析建屋換気設備

機能要求②は，上記設備の排風機及びダクトとす
る。

基本方針
設計方針（系統構成）

－ － －

－ － －

－ －

－ －

△ 基本方針 基本方針

△ 基本方針 基本方針

＜ファン＞
・容量
・原動機

＜主配管＞
・外径
・厚さ

－
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第29条：保安電源設備 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第29条 保安電源設備）

別紙２

3

再処理施設に接続する再処理施設内開閉所の外の電力系統（以下「電線
路」という。）のうち少なくとも２回線は，電力系統と非常用所内電源系
統とを接続する外部電源系統を２つ以上設ける設計とすることにより，再
処理施設において受電可能な設計とし，かつ，それにより再処理施設を電
力系統に連系する設計とする。

機能要求②
受電開閉設備
変圧器

設計方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
2． 基本方針
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.2 再処理施設の電力供給確保

保安電源設備の健全性に関する説明書
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.2 再処理施設の電力供給確保
再処理施設に接続する再処理施設内開閉所の外の
電力系統（以下「電線路」という。）のうち少な
くとも２回線は，電力系統と非常用所内電源系統
とを接続する外部電源系統を２つ以上設ける設計
とすることにより，再処理施設において受電可能
な設計とし，かつ，それにより再処理施設を電力
系統に連系する設計とすることを説明する。

4
再処理施設には，非常用電源設備（安全機能を有する施設に属するものに
限る。）を設ける設計とする。

設置要求
機能要求②

ディーゼル発電機
直流電源設備

設計方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-1　非常用発電装置の出力の決定に関す
る説明書
3. 施設の詳細設計方針
3.1 非常用ディーゼル発電機
3.1.1　内燃機関
3.1.2　発電機
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.3 非常用ディーゼル発電機に関する設計

非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
3. 施設の詳細設計方針
3.1 非常用ディーゼル発電機
3.1.1　内燃機関
3.1.2　発電機
保安電源設備の健全性に関する説明書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.3 非常用ディーゼル発電機に関する設計
再処理施設には，非常用電源設備（安全機能を有
する施設に属するものに限る。）を設ける設計と
することを説明する。

5
再処理施設の安全性を確保するために特に必要な設備には，無停電電源装
置又はこれと同等以上の機能を有する設備を設ける設計とする。

設置要求
機能要求②

直流電源設備
計測制御用交流電源設備

設計方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
再処理施設の安全性を確保するために特に必要な
設備には、無停電電源装置又はこれと同等以上の
機能を有する設備を設ける設計とすることを説明
する。

9

再処理施設の非常用電源設備及びその附属設備（非常用所内電源設備（非
常用ディーゼル発電機，非常用蓄電池，燃料貯蔵設備等）及び安全上重要
な施設への電力供給設備（非常用メタルクラッド開閉装置，非常用パワー
センタ，非常用モータコントロールセンタ，ケーブル））は，多重性を確
保し，及び独立性を確保し,その系統を構成する機械又は器具の単一故障
が発生した場合であっても，運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故
時において安全上重要な施設及び設計基準事故に対処するための設備がそ
の機能を確保するため，７日間の外部電源喪失を仮定しても非常用ディー
ゼル発電機の連続運転により電力を供給できる設計とする。

機能要求②
評価要求

ディーゼル発電機
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備

設計方針

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
再処理施設の非常用電源設備及びその附属設備
（非常用所内電源設備（非常用ディーゼル発電
機，非常用蓄電池，燃料貯蔵設備等）及び安全上
重要な施設への電力供給設備（非常用メタルク
ラッド開閉装置，非常用パワーセンタ，非常用
モータコントロールセンタ，ケーブル））は，多
重性を確保し，及び独立性を確保し,その系統を
構成する機械又は器具の単一故障が発生した場合
であっても，運転時の異常な過渡変化時又は設計
基準事故時において安全上重要な施設及び設計基
準事故に対処するための設備がその機能を確保す
るため，７日間の外部電源喪失を仮定しても非常
用ディーゼル発電機の連続運転により電力を供給
できる設計とすることを説明する。

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第29条 保安電源設備）

別紙２

3

再処理施設に接続する再処理施設内開閉所の外の電力系統（以下「電線
路」という。）のうち少なくとも２回線は，電力系統と非常用所内電源系
統とを接続する外部電源系統を２つ以上設ける設計とすることにより，再
処理施設において受電可能な設計とし，かつ，それにより再処理施設を電
力系統に連系する設計とする。

機能要求②
受電開閉設備
変圧器

設計方針

4
再処理施設には，非常用電源設備（安全機能を有する施設に属するものに
限る。）を設ける設計とする。

設置要求
機能要求②

ディーゼル発電機
直流電源設備

設計方針

5
再処理施設の安全性を確保するために特に必要な設備には，無停電電源装
置又はこれと同等以上の機能を有する設備を設ける設計とする。

設置要求
機能要求②

直流電源設備
計測制御用交流電源設備

設計方針

9

再処理施設の非常用電源設備及びその附属設備（非常用所内電源設備（非
常用ディーゼル発電機，非常用蓄電池，燃料貯蔵設備等）及び安全上重要
な施設への電力供給設備（非常用メタルクラッド開閉装置，非常用パワー
センタ，非常用モータコントロールセンタ，ケーブル））は，多重性を確
保し，及び独立性を確保し,その系統を構成する機械又は器具の単一故障
が発生した場合であっても，運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故
時において安全上重要な施設及び設計基準事故に対処するための設備がそ
の機能を確保するため，７日間の外部電源喪失を仮定しても非常用ディー
ゼル発電機の連続運転により電力を供給できる設計とする。

機能要求②
評価要求

ディーゼル発電機
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備

設計方針

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

△
受電開閉設備
変圧器

－ － －
＜受電開閉設備
用遮断器＞
電圧、電流

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
2． 基本方針
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.2 再処理施設の電力供給確保

保安電源設備の健全性に関する説明書
2.1 再処理施設における電気系統の信頼性確保
2.2 再処理施設の電力供給確保
再処理施設に接続する再処理施設内開閉所の外の
電力系統（以下「電線路」という。）のうち少な
くとも２回線は，電力系統と非常用所内電源系統
とを接続する外部電源系統を２つ以上設ける設計
とすることにより，再処理施設において受電可能
な設計とし，かつ，それにより再処理施設を電力
系統に連系する設計とすることを説明する。

△

ディーゼル発電機
　ディーゼル機関
　同期発電機
　重油タンク
　燃料デイタンク
　燃料移送ポンプ
　空気だめ
　空気だめ安全弁
　主配管（燃料油系）
　主配管（冷却水系）
　主配管（起動空気系）
直流電源設備

ディーゼル発電機
　ディーゼル機関
　同期発電機
　燃料油貯蔵タンク
　燃料油サービスタンク
　燃料油移送ポンプ
　空気だめ
　空気だめ安全弁
　主配管（燃料油系）
　主配管（冷却水系）
　主配管（起動空気系）
直流電源設備

－ －

＜発電機＞
容量、燃料消費
量
＜容器＞
容量、最高使用
圧力
＜ポンプ＞
容量、揚程、吐
出圧力
＜弁＞
吹出圧力、吹出
量
＜配管＞
最高使用圧力、
最高使用温度、
外径、厚さ
＜電力貯蔵装置
＞
　蓄電池
　　容量、電圧

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-1　非常用発電装置の出力の決定に関す
る説明書
3. 施設の詳細設計方針
3.1 非常用ディーゼル発電機
3.1.1　内燃機関
3.1.2　発電機
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.3 非常用ディーゼル発電機に関する設計

非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
3. 施設の詳細設計方針
3.1 非常用ディーゼル発電機
3.1.1　内燃機関
3.1.2　発電機
保安電源設備の健全性に関する説明書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.3 非常用ディーゼル発電機に関する設計
再処理施設には，非常用電源設備（安全機能を有
する施設に属するものに限る。）を設ける設計と
することを説明する。

△
直流電源設備
計測制御用交流電源設備

直流電源設備
計測制御用交流電源設備

－ －

＜無停電電源装
置＞
容量、電圧
＜電力貯蔵装置
＞
　蓄電池
　　容量、電圧
　充電器盤
　　電圧、電流

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3. 施設の設計方針
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
再処理施設の安全性を確保するために特に必要な
設備には、無停電電源装置又はこれと同等以上の
機能を有する設備を設ける設計とすることを説明
する。

△

ディーゼル発電機
　ディーゼル機関
　同期発電機
　重油タンク
　燃料デイタンク
　燃料移送ポンプ
　空気だめ
　空気だめ安全弁
　主配管（燃料油系）
　主配管（冷却水系）
　主配管（起動空気系）
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備

ディーゼル発電機
　ディーゼル機関
　同期発電機
　燃料油貯蔵タンク
　燃料油サービスタンク
　燃料油移送ポンプ
　空気だめ
　空気だめ安全弁
　主配管（燃料油系）
　主配管（冷却水系）
　主配管（起動空気系）
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備

－ －

＜発電機＞
容量、燃料消費
量
＜容器＞
容量、最高使用
圧力
＜ポンプ＞
容量、揚程、吐
出圧力
＜弁＞
吹出圧力、吹出
量
＜配管＞
最高使用圧力、
最高使用温度、
外径、厚さ
＜無停電電源装
置＞
容量、電圧
＜電力貯蔵装置
＞
・蓄電池
　　容量、電圧
・充電器盤

Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書
Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明
書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止

保安電源設備の健全性に関する説明書
3.2 非常用所内電源系統及び常用所内電源系統に
関する設計
3.2.1 機器の破損，故障その他の異常の検知と拡
大防止
再処理施設の非常用電源設備及びその附属設備
（非常用所内電源設備（非常用ディーゼル発電
機，非常用蓄電池，燃料貯蔵設備等）及び安全上
重要な施設への電力供給設備（非常用メタルク
ラッド開閉装置，非常用パワーセンタ，非常用
モータコントロールセンタ，ケーブル））は，多
重性を確保し，及び独立性を確保し,その系統を
構成する機械又は器具の単一故障が発生した場合
であっても，運転時の異常な過渡変化時又は設計
基準事故時において安全上重要な施設及び設計基
準事故に対処するための設備がその機能を確保す
るため，７日間の外部電源喪失を仮定しても非常
用ディーゼル発電機の連続運転により電力を供給
できる設計とすることを説明する。

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

6
　緊急時対策建屋の主要構造は，地上1階(一部地上2階建て)，地下1階
の建物である。

機能要求② 緊急時対策建屋 基本方針 ― ― ― 〇 ― 緊急時対策建屋 ― ―
＜建屋・洞道＞

・主要寸法
・底面の標高

33

　緊急時対策建屋の遮蔽設備は，重大事故等が発生した場合において
も，当該重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまる
ことができるよう，居住性を確保するための常設重大事故等対処設備と
して設置する設計とする。

機能要求② 緊急時対策建屋の遮蔽設備 基本方針 ― ― ― 〇 ― 緊急時対策建屋の遮蔽設備 ― ―
＜遮蔽設備＞
・厚さ
・主要材料

44

　緊急時対策建屋換気設備のうち，緊急時対策建屋加圧ユニットは，軽
作業による二酸化炭素発生量及び「労働安全衛生規則」で定める二酸化
炭素の許容濃度を考慮して算出した必要換気量を踏まえ，必要な非常時
対策組織の要員が一定期間とどまるために必要となる容量を有する設計
とする。

機能要求①
機能要求➁
評価要求

緊急時対策建屋換気設備

【機能要求②】
（加圧ユニット）
（加圧ユニット配管・弁）

基本方針
設計方針（建屋換気設
備）
評価

― ― ― 〇 ―

緊急時対策建屋換気設備
（加圧ユニット弁）

【機能要求②】
（加圧ユニット）
（加圧ユニット配管）

― ―

＜容器＞
・容量

＜主配管＞
・外径，厚さ

45
　緊急時対策建屋換気設備のうち，対策本部室差圧計及び待機室差圧計
は，緊急時対策所の各部屋が正圧を維持した状態であることを監視でき
る設計とする。

設置要求
機能要求➁

緊急時対策建屋換気設備
（対策本部室差圧計）
（待機室差圧計）

基本方針
設計方針（建屋換気設
備）

― ― ― 〇 ―
緊急時対策建屋換気設備
（対策本部室差圧計）
（待機室差圧計）

― ―
＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲

53

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建
屋送風機は，緊急時対策所内の居住性を確保するために必要な台数及び
動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた台数を有する設計とする。
また，緊急時対策建屋フィルタユニットは，緊急時対策所内の居住性を
確保するために必要な基数及び故障時のバックアップを含めた基数を有
する設計とする。

機能要求②
緊急時対策建屋換気設備
（送風機）
（フィルタユニット）

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

― ― ― 〇 ―
緊急時対策建屋換気設備
（送風機）
（フィルタユニット）

― ―

＜ファン＞
・容量

＜フィルタ＞
・容量
・効率

55

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建
屋加圧ユニットは，気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出するお
それがある場合において，待機室の居住性を確保するため，待機室を正
圧化し，待機室内へ気体状の放射性物質の侵入を防止するとともに，酸
素濃度及び二酸化炭素濃度を活動に支障がない範囲に維持するために必
要となる容量を有する設計とする。

機能要求➁

緊急時対策建屋換気設備

【機能要求②】
（加圧ユニット）
（加圧ユニット配管・弁）

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））
評価

― ― ― 〇 ―

緊急時対策建屋換気設備
（加圧ユニット弁）

【機能要求②】
（加圧ユニット）
（加圧ユニット配管）

― ―

＜容器＞
・容量

＜主配管＞
・外径，厚さ

57
　緊急時対策建屋換気設備は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへ
の設置及び被水防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

緊急時対策建屋換気設備
（許可文中、第9.16-2表(1)、第9.16-4図）
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

― ― ― 〇 ―
緊急時対策建屋換気設備
（許可文中、第9.16-2表(1)、第9.16-4図）

― ―

＜容器，ファ
ン，フィルタ，
計測装置＞
・取付箇所

76
　緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モニタリング設備は，重
大事故等が発生した場合においても緊急時対策所内の線量率及び放射性
物質濃度を把握できる設計とする。

機能要求①
機能要求➁

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」
（可搬型ダストサンプラ）
　
【機能要求②】
（可搬型エリアモニタ）
（アルファ・ベータ線用サーベイメータ）

基本方針
設計方針（放射線計測
設備）

― ― ―

86

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型
屋内モニタリング設備の可搬型エリアモニタ及びアルファ・ベータ線用
サーベイメータ並びに可搬型環境モニタリング設備の可搬型線量率計及
び可搬型ダストモニタは，重大事故等に対処するために必要な指示を行
う要員がとどまることができることを確認するために必要な台数を有す
る設計とするとともに，保有数は，必要数及び予備として故障時のバッ
クアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求➁

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」
（可搬型エリアモニタ）
（アルファ・ベータ線用サーベイメータ）
「可搬型環境モニタリング設備」
（可搬型線量率計）
（可搬型ダストモニタ）

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

― ― ― 〇 ―

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」
（可搬型エリアモニタ）
（アルファ・ベータ線用サーベイメータ）
「可搬型環境モニタリング設備」
（可搬型線量率計）
（可搬型ダストモニタ）

― ―

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型環境モニタリング設備」
（可搬型データ伝送装置）

【機能要求②】
（可搬型線量率計）
（可搬型ダストモニタ）
（可搬型発電機）

機能要求①
機能要求➁

　緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリング設備は，重
大事故等が発生した場合において，換気モードの切替判断を行うため
に，線量率及び放射性物質濃度を把握できる設計とする。

78 ――
基本方針
設計方針（放射線計測
設備）

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

―〇 ―

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型環境モニタリング設備」
（可搬型データ伝送装置）

【機能要求②】
（可搬型線量率計）
（可搬型ダストモニタ）
（可搬型発電機）

＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

―

〇 ―

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」
（可搬型ダストサンプラ）

【機能要求②】
（可搬型エリアモニタ）
（アルファ・ベータ線用サーベイメータ）

― ―

―

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回 第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条,第五十条 緊急時対策所）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回 第２回

88

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型
環境モニタリング設備の可搬型発電機は，可搬型線量率計，可搬型ダス
トモニタ及び可搬型データ伝送装置に給電できる容量を有するととも
に，保有数は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守による待機
除外時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求➁
設置要求

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型環境モニタリング設備」
（可搬型発電機）

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（可搬型重大事故等
対処設備））

― ― ― 〇 ―
緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型環境モニタリング設備」
（可搬型発電機）

― ―
＜発電機＞
・容量

91
　緊急時対策建屋放射線計測設備は，溢水量を考慮し，影響を受けない
高さへの保管及び被水防護を行うことにより，重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求
運用要求

緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」
「可搬型環境モニタリング設備」
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対
処設備））

― ― ― 〇 ―
緊急時対策建屋放射線計測設備
「可搬型屋内モニタリング設備」
「可搬型環境モニタリング設備」

― ―
＜計測装置＞
・取付箇所

121
　また，緊急時対策建屋用発電機は，運転中においても燃料油移送ポン
プにより燃料の補給が可能な設計とする。

機能要求①
機能要求②

緊急時対策建屋電源設備
（燃料油弁）

【機能要求②】
（燃料油移送ポンプ）
（燃料油配管）
（重油貯槽）
（燃料油サービスタンク）

基本方針
設計方針（電源設備）

― ― ― 〇 ―

緊急時対策建屋電源設備
（燃料油弁）

【機能要求②】
（燃料油移送ポンプ）
（燃料油配管）
（重油貯槽）
（燃料油サービスタンク）

― ―

＜ポンプ＞
・揚程

＜主配管＞
・外径，厚さ

133

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建
屋用発電機は，緊急時対策建屋に給電するために必要な台数及び動的機
器の単一故障を考慮した予備を含めた台数を有し，多重性を考慮した設
計とする。

機能要求➁
緊急時対策建屋電源設備
（緊急時対策建屋用発電機）
（発電機室送風機）
（主要ダクト（発電機室系））

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（常設型重大事故等
対処設備））

― ― ― 〇 ―

緊急時対策建屋電源設備
（緊急時対策建屋用発電機）
（発電機室送風機）
（主要ダクト（発電機室系））

― ―
＜発電機＞
・容量

134

　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋電源設備の燃料油移送ポ
ンプは，緊急時対策建屋用発電機の連続運転に必要な燃料を供給できる
ポンプ容量を有する設計とする。
　また，燃料油の移送に必要な台数及び動的機器の単一故障を考慮した
予備を含めた台数を設置することで，多重性を有する設計とする。

機能要求➁
緊急時対策建屋電源設備
（燃料油移送ポンプ）

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（常設型重大事故等
対処設備））

― ― ― 〇 ―
緊急時対策建屋電源設備
（燃料油移送ポンプ）

― ―
＜ポンプ＞
・容量

135
　MOX燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋電源設備の重油貯槽は，
外部からの支援がなくとも，緊急時対策建屋用発電機の7日間以上の連
続運転に必要な容量を有する設計とする。

機能要求②
緊急時対策建屋電源設備
（重油貯槽）

設計方針（悪影響防
止）
設計方針（個数及び容
量（常設重大事故等対
処設備））

― ― ― 〇 ―
緊急時対策建屋電源設備
（重油貯槽）

― ―
＜容器＞
・容量

137
　緊急時対策建屋電源設備は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへ
の設置及び被水防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

緊急時対策建屋電源設備
（許可文中、第9.16-2表(1)、第9.16-6図）
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処
設備））

― ― ― 〇 ―
緊急時対策建屋電源設備
（許可文中、第9.16-2表(1)、第9.16-6図）

― ―

＜発電機，電源
盤，無停電電源
装置，電力貯蔵
装置，変圧器，
ファン，容器＞
・取付箇所

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

第１回 第２回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

14
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供
給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材を内包で
きる設計とする。

機能要求②
【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

設計方針 － － － ○ －
【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

－ －

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

18

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供
給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とならないよう
設計することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及
び誤操作による漏えいを防止できる設計とする。

機能要求②
【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

設計方針 － － － 〇 －
【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

－ －

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

24

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供
給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要となる
可溶性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子
吸収材を内包できる設計とし，前処理建屋に２系列を設置する設計とす
る。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

設計方針（個数及び容
量）

－ － － ○ －
【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

－ －

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

25
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリ
ニウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。

機能要求②
【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

設計方針（個数及び容
量）

－ － － ○ －
【前処理建屋】
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

－ －

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

26
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事故時において，臨界検
知用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とする。

機能要求② ○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主要弁
設計方針（個数及び容
量）

－ － － ○ － ○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主要弁 － －

<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）

30

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，配管の全周破断に対して，適
切な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体
（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

機能要求②
設置要求

○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○貯槽
・溶解槽

設計方針（環境条件
等）

－ － － ○ －

○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○貯槽
・溶解槽

－ －

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

〇 － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 － － －

－15

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急
供給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周
辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件
とし，直ちに経路上の弁を開放することにより，自動で臨界事故が発生
した機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可
溶性中性子吸収材の供給が完了できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管
等
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主要弁
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽
・溶解槽

設計方針

【前処理建屋】
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管
等
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主要弁
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽
・溶解槽

設計方針13

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急
供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生を判定した
場合に，溶解設備の溶解槽に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力流
により供給できる設計とする。

機能要求②

22

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供
給系主配管は，重大事故等発生前（通常時）の分離された状態から弁等
の操作により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，
他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（悪影響防
止）

32

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供
給系主配管は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えることがで
きるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作により，安
全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切
り替えられる設計とする。

機能要求①
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
（許可文中、第4.3-5表(1)、第4.3-5図）

設計方針（操作性の確
保）

－ － －

－ － －

－ － －

－ －

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）
<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）
<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

○ －

【前処理建屋】
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管
等
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主要弁
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽
・溶解槽

－ －

○ －

【前処理建屋】
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管
等
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主要弁
○貯槽
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽
・溶解槽

－ －

〇 － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AA）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

第１回 第２回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

48
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供
給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材を内包できる
設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗浄
槽用)

設計方針 － － － 〇 －

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗浄
槽用)

－ －

<容器>
・容量
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

52

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供
給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とならないよう設計
することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤操作
による漏えいを防止できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗浄
槽用)

設計方針 － － － 〇 －

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗浄
槽用)

－ －

<容器>
・容量
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

57

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供
給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要となる可溶
性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材を
内包できる設計とし，前処理建屋に４系列を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗浄
槽用)

設計方針（個数及び容
量）

－ － － 〇 －

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗浄
槽用)

－ －

<容器>
・容量
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

58
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウ
ムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。

機能要求②

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗浄
槽用)

設計方針（個数及び容
量）

－ － － 〇 －

【前処理建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗浄
槽用)

－ －

<容器>
・容量
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

59
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故時において，臨界検知
用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とする。

機能要求② ○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
設計方針（個数及び容
量）

－ － － 〇 － ○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁 － －

<主要弁>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）

－

－ － －

－49

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材
供給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周辺の
線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件とし，直
ちに経路上の弁を開放することにより，自動で臨界事故が発生した機器に，
重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子吸収材
の供給が完了できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗浄
槽用)
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

設計方針

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗浄
槽用)
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

設計方針47

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材
供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生を判定した場合
に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力流に
より供給できる設計とする。

機能要求②

－

<配管>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<主要弁>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）
<容器>
・容量
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

<配管>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<主要弁>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）
<容器>
・容量
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

〇 －

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗浄
槽用)
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

－ －

〇 －

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド
ピース酸洗浄槽用)
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗浄
槽用)
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

－ －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AA）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

第１回 第２回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

61

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管の全周破断に対して，適切
な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶
液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○貯槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

設計方針（環境条件等） － － － 〇 －

【前処理建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○貯槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

－ －

<配管>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

<容器>
・容量
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（AC)

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

79
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供
給槽には，未臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸収材を内包できる
設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）

設計方針 － － － ○ －

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）

－ －

<容器>
・容量
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

83

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供
給槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とならないよう設計
することとし，具体的には適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤操作
による漏えいを防止できる設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）

設計方針 － － － ○ －

【精製建屋】
○貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）

－ －

<容器>
・容量
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

88

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性中性子吸収材供
給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要となる可溶
性中性子吸収材量に対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材を
内包できる設計とし，精製建屋に２系列を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針（個数及び容
量）

－ － － ○ －

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

－ －

<容器>
・容量
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

89
　可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウ
ムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。

機能要求②

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）

設計方針（個数及び容
量）

－ － － ○ －

【精製建屋】
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）

－ －

<容器>
・容量
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

90
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故時において，臨界検知
用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とする。

機能要求② ○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
設計方針（個数及び容
量）

－ － － ○ － ○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁 － －

<主要弁>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）

94

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管の全周破断に対して，適切
な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶
液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。

機能要求②
設置要求

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
〇貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針（環境条件等） － － － ○ －

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
〇貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

－ －

<配管>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

<容器>
・容量
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回 第２回

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

－－ － －

<配管>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<主要弁>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）
<容器>
・容量
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

－

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

－ －－

78

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材
供給回路の臨界検知用放射線検出器において臨界事故の発生を判定した場合
に，臨界事故が発生した機器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力流に
より供給できる設計とする。

機能要求②

○

－

<配管>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<主要弁>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）
<容器>
・容量
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

80

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時可溶性中性子吸収材
供給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周辺の
線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件とし，直
ちに経路上の弁を開放することにより，自動で臨界事故が発生した機器に，
重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分以内に可溶性中性子吸収材
の供給が完了できる設計とする。

機能要求②

【精製建屋】
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主配管
等（設計基準対象の施設と兼用）
○重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要弁
〇貯槽
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一
時貯留処理槽用）
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一
時貯留処理槽用）
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針 －

○ －

－

1091



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

14
　臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測定原理が単純であり，放
射線計測分野で多く用いられているガンマ線用検出器とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針 － － － ○ －
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

－ －
<計測装置>
・検出器の種類

15
　臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露された場合でも窒息現象が生
じにくい測定方式とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針 － － － ○ －
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

－ －
<計測装置>
・検出器の種類

〇代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 〇代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

＜インターロッ
ク＞
・検出器の種類
・設定値
・起動に要する
信号の個数

〇主要弁（1121A,B-W3601, W3602, 1141A-W3101,
W3102, W3103, W3104, W3105, W3106, 1142-
W3010, W3020, W3030, W3040, W3050, W3060）
○空気圧縮機

〇主要弁（1121A,B-W3601, W3602, 1141A-W3101,
W3102, W3103, W3104, W3105, W3106, 1142-
W3010, W3020, W3030, W3040, W3050, W3060）
○空気圧縮機

<圧縮機>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・原動機
<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）

21

　臨界検知用放射線検出器の測定範囲については，想定される臨界事故の

規模（プラトー期における核分裂率が１×10
15ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）に対

し，核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合においても測定でき
る設計とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針 － － － ○ －
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

－ －
<検出器>
・計測範囲

25
　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，臨界事故が発生
した機器への固体状の核燃料物質の移送を停止することで，未臨界を維持
できる設計とする。

機能要求② ○代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 設計方針 － － － ○ － ○代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － －

＜インターロッ
ク＞
・検出器の種類
・設定値
・起動に要する
信号の個数
（緊急停止系は
代替可溶性中性
子吸収材緊急供
給回路とともに
記載する）

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回 第２回

18

　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故が発生したと判定した
場合に，中央制御室に警報を発し，臨界事故への対処を促すとともに，代
替可溶性中性子吸収材緊急供給系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔
離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信号及び廃ガス貯留設
備のせん断処理・溶解廃ガス処理設備の隔離弁の閉信号を発することがで
きる設計とする。

機能要求② 設計方針 － － － －－ ○ －

22

　臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事故の規模

（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の臨界事
故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に警報を発するよう設
定し，具体的には通常想定される線量率の変動を考慮するとともに，バッ
クグラウンドレベルの50倍を目安に設定する。

機能要求② 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 設計方針 － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － －

<検出器>
・計測範囲
・警報動作範囲
<インターロッ
ク>
・設定値

－ － ○－

32

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界事故が発生した場合に，
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び廃ガス貯留設備に対して起動信号
を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機器である臨界検知用
放射線検出器の単一故障を考慮した数量を有する設計とする。

機能要求②
設置要求

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
設計方針（個数及び容
量）

－ － 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 － －
<インターロッ
ク>
・設定値

－ － ○
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

51
　臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測定原理が単純であり，放
射線計測分野で多く用いられているガンマ線用検出器とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針 － － － 〇 －
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

－ －
<計測装置>
・検出器の種類

52
　臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露された場合でも窒息現象が生
じにくい測定方式とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針 － － － 〇 －
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

－ －
<計測装置>
・検出器の種類

〇重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 〇重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

＜インターロッ
ク＞
・検出器の種類
・設定値
・起動に要する
信号の個数

【前処理建屋】
○主要弁（1121A, B-W3603, W3604, W3605,
W3606,1141A-W3101, W3102, W3103, W3104,
W3105, W3106, 1142-W3010, W3020, W3030,
W3040, W3050, W3060）
○空気圧縮機

【前処理建屋】
○主要弁（1121A, B-W3603, W3604, W3605,
W3606,1141A-W3101, W3102, W3103, W3104,
W3105, W3106, 1142-W3010, W3020, W3030,
W3040, W3050, W3060）
○空気圧縮機

【精製建屋】
○主要弁（1381-W3101, W3102, W3111, W3112,
1384-W3024, 1405-W3009, W3070, W3071, HCV-
50,1415-W3060, W3105)
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系））
○空気圧縮機

【精製建屋】
○主要弁（1381-W3101, W3102, W3111, W3112,
1384-W3024, 1405-W3009, W3070, W3071, HCV-
50,1415-W3060, W3105)
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系））
○空気圧縮機

58

　臨界検知用放射線検出器の測定範囲については，想定される臨界事故の
規模（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）に
対し，核分裂率が一桁の上振れ又は下振れを生じた場合においても測定で
きる設計とする。

機能要求②
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

設計方針 － － － 〇 －
○計装設備
・臨界検知用放射線検出器

－ －
<検出器>
・計測範囲

62
　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，臨界事故が発
生した機器への固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止することで，
未臨界を維持できる設計とする。

機能要求② 〇重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 設計方針 － － － 〇 － 〇重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － －

＜インターロッ
ク＞
・検出器の種類
・設定値
・起動に要する
信号の個数
（緊急停止系は
重大事故時可溶
性中性子吸収材
供給回路ととも
に記載する）

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

－ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － －
<インターロッ
ク>
・設定値

－ － 〇69

　重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界事故が発生した場合
に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び廃ガス貯留設備に対して起
動信号を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機器である臨界
検知用放射線検出器の単一故障を考慮した数量を有する設計とする。

機能要求②
設置要求

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
設計方針（個数及び容
量）

－

－ － 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 － －

<検出器>
・計測範囲
・警報動作範囲
<インターロッ
ク>
・設定値

－ 〇59

　臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事故の規模
（プラトー期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）の臨界
事故が発生した場合に，線量率の上昇を検知して確実に警報を発するよう
設定し，具体的には通常想定される線量率の変動を考慮するとともに，
バックグラウンドレベルの50倍を目安に設定する。

機能要求② 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 設計方針 －

－ －

<圧縮機>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・原動機
<主要弁>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）
<ファン>
・容量
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・揚程又は吐出
圧力
・設計上の空気
の流入率
・原動機

55

　臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨界事故が発生したと判定した
場合に，中央制御室に警報を発し，臨界事故への対処を促すとともに，重
大事故時可溶性中性子吸収材供給系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の
隔離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信号，廃ガス貯留設
備のせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は廃ガス貯留設備の精製建屋塔槽
類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁の閉
信号及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニ
ウム系）の排風機の停止信号を発することができる設計とする。

機能要求② 設計方針 － 〇 －－ －

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第２回第１回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第〇条 〇〇〇）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回 第２回

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○貯槽
・溶解槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○貯槽
・溶解槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

－ －

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇可搬型建屋内ホース
○貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇可搬型建屋内ホース
○貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

－ －

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）

－ －

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）
○貯槽
・溶解槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）
○貯槽
・溶解槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
○貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
○貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇可搬型建屋内ホース

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇可搬型建屋内ホース

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）

【ユーティリティ建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
〇臨界事故時水素掃気系の空気圧縮機（設計基準
対象の施設と兼用）

18
　臨界事故時水素掃気系は，配管の全周破断に対して，適切な材質とするこ
とにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）
により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
○貯槽
・溶解槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
○貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

設計方針（環境条件等） － － － ○ －

【前処理建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
○貯槽
・溶解槽
・エンドピース酸洗浄槽
・ハル洗浄槽

【精製建屋】
○臨界事故時水素掃気系の主配管等（設計基準対
象の施設と兼用）
○貯槽
・第５一時貯留処理槽
・第７一時貯留処理槽

－ －

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

21
　臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，溢水量及び化学薬品の漏
えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防護する
設計とする。

機能要求②
運用要求

【前処理建屋】
〇可搬型建屋内ホース

【精製建屋】
〇可搬型建屋内ホース

施設共通　基本設計方針

設計方針（環境条件等） － － － ○ －

【前処理建屋】
〇可搬型建屋内ホース

【精製建屋】
〇可搬型建屋内ホース

施設共通　基本設計方針

－ －

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

－

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<圧縮機>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・原動機

12

　臨界事故時に追加的に空気を供給する一般圧縮空気系は，安全機能を有す
る施設の仕様が，臨界事故が発生した機器の気相部における水素濃度をドラ
イ換算４ｖｏｌ％未満に維持するために必要な流量に対し，十分な容量を確
保できる設計とする。

機能要求② － － －
設計方針（個数及び容
量）

－ － －

○ － 臨界事故時水素掃気系

11
　臨界事故時水素掃気系として用いる安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系
は，臨界事故が発生した機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏ
ｌ％未満に維持するために必要な空気を供給できる設計とする。

機能要求②
設計方針（個数及び容
量）

○ － － －

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<圧縮機>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・原動機

○ － －

臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（悪影響防止） － － －10
　臨界事故時水素掃気系は，重大事故等発生前（通常時）の離隔若しくは分
離された状態から弁等の操作や接続により重大事故等対処設備としての系統
構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

臨界事故時水素掃気系 － － －－ ○ －

－ － －

－ －

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<圧縮機>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・原動機

5

　臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系及び機器圧縮空気供給配管・弁
は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物
に対して修理の対応，関連する工程の停止等により重大事故等に対処するた
めの機能を損なわない設計とする。

機能要求①
臨界事故時水素掃気系
（許可文中、第9.3-5表(1)、第9.3-15図）

設計方針（多様性，位置
的分散等）

－ －

－ ○ －4

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性中性子吸収材
供給回路により臨界事故の発生を判定した場合，安全圧縮空気系及び一般圧
縮空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋内ホースを敷設し，一般圧縮空
気系から空気を機器に供給し水素掃気を実施することにより，機器の気相部
における水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏ
ｌ％未満に移行できる設計とする。

機能要求② 設計方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

第１回 第２回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

【前処理建屋】
○主要弁（1121A, B-W3603, W3604, W3605,
W3606,1141A-W3101, W3102, W3103, W3104,
W3105, W3106, 1142-W3010, W3020, W3030,
W3040, W3050, W3060）
○空気圧縮機

【前処理建屋】
○主要弁（1121A, B-W3603, W3604, W3605,
W3606,1141A-W3101, W3102, W3103, W3104,
W3105, W3106, 1142-W3010, W3020, W3030,
W3040, W3050, W3060）
○空気圧縮機

【精製建屋】
○主要弁（1381-W3101, W3102, W3111, W3112,
1384-W3024, 1405-W3009, W3070, W3071, HCV-
50,1415-W3060, W3105)
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系））
○空気圧縮機

【精製建屋】
○主要弁（1381-W3101, W3102, W3111, W3112,
1384-W3024, 1405-W3009, W3070, W3071, HCV-
50,1415-W3060, W3105)
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系））
○空気圧縮機

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
○容器
・溶解槽
・ハル洗浄槽
・エンドピース酸洗浄槽
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○主要弁（1141A-W3101, W3102, W3103, W3104,
W3105, W3106, 1142-W3010, W3020, W3030,
W3040, W3050, W3060）

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
○容器
・溶解槽
・ハル洗浄槽
・エンドピース酸洗浄槽
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○主要弁（1141A-W3101, W3102, W3103, W3104,
W3105, W3106, 1142-W3010, W3020, W3030,
W3040, W3050, W3060）

－－ －

－設計方針24

　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した際に精製建屋塔槽類廃ガス
処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃ガスポットからセ
ルへ導出される放射性物質については，精製建屋換気設備のセル排気フィ
ルタユニットにより除去し，主排気筒を介して大気中へ放出できる設計と
する。

機能要求②

23

　代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性中性子吸収
材供給回路により臨界事故の発生を判定した場合若しくは重大事故時供給
停止回路によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を判定した場合
に，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に放射性物質を導出するため，廃ガス
貯留設備の隔離弁を自動開放するとともに廃ガス貯留設備の空気圧縮機を
自動で起動する設計とする。
　同時に，前処理建屋においてはせん断処理・溶解廃ガス処理設備の流路
を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動閉止できる設計とする。
　精製建屋においては精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理
系（プルトニウム系）の流路を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動
閉止するとともに排風機を自動停止できる設計とする。

機能要求② 設計方針

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
〇容器
・プルトニウム濃縮缶
・廃ガスポット
○セル排気フィルタユニット
○グローブボックス・セル排風機

－ －

25

　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性物質の導出においては，重大
事故が発生した機器から放射性物質を含む気体が，せん断処理・溶解廃ガ
ス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プ
ルトニウム系）を通じて大気中へ放出されるよりも早く，せん断処理・溶
解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理
系（プルトニウム系）の流路を遮断することで導出することとし，具体的
には約１分以内で導出できる設計とする。
　その後の廃ガス貯留設備での貯留に当たっては，放射性物質を含む気体
が水封部からセルに導出されることがないよう，圧力を制御する設計とす
る。

機能要求②

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
〇容器
・プルトニウム濃縮缶
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類
廃ガス処理系（プルトニウム系））
○主要弁（1405-W3009, W3070, W3071, HCV-50)

設計方針

26

　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力に達した場合，中央
制御室からの操作により，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋
塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁
を開放するとともにせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類
廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機を起動
した場合であっても，廃ガス貯留設備に逆止弁を設けることで，廃ガス貯
留設備の廃ガス貯留槽からせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋
塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）への放射
性物質の逆流が生じない設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○主要弁（1141A-W6109）

【精製建屋】
○主要弁（1405-W6054）

設計方針 － － －

－ － －

○ － － －

<圧縮機>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・原動機
<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
〇容器
・プルトニウム濃縮缶
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類
廃ガス処理系（プルトニウム系））
○主要弁（1405-W3009, W3070, W3071, HCV-50)

○ － － －

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<圧縮機>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・原動機
<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）
<ファン>
・容量
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・揚程又は吐出
圧力
・設計上の空気
の流入率
・原動機

○ －

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
〇容器
・プルトニウム濃縮缶
・廃ガスポット
○セル排気フィルタユニット
○グローブボックス・セル排風機

－ －

<配管・ダクト>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<ファン>
・容量
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・揚程又は吐出
圧力
・設計上の空気
の流入率
・原動機
<フィルタ>
・容量
・効率
・主要材質
・主要寸法又は
外形・厚さ
・ 高使用温度
・ 高使用圧力

【前処理建屋】
○主要弁（1141A-W6109）

【精製建屋】
○主要弁（1405-W6054）

○ － － －

<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

第１回 第２回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
○容器
・溶解槽
・ハル洗浄槽
・エンドピース酸洗浄槽
・凝縮器
○空気圧縮機
○主要弁（1141A-W3101, W3102, W3103, W3104,
W3105, W3106, 1142-W3010, W3020, W3030,
W3040, W3050, W3060）
○排風機（せん断処理・溶解廃ガス処理設備）

【前処理建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
○容器
・溶解槽
・ハル洗浄槽
・エンドピース酸洗浄槽
・凝縮器
○空気圧縮機
○主要弁（1141A-W3101, W3102, W3103, W3104,
W3105, W3106, 1142-W3010, W3020, W3030,
W3040, W3050, W3060）
○排風機（せん断処理・溶解廃ガス処理設備）

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
〇容器
・プルトニウム濃縮缶
・凝縮器
○空気圧縮機
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類
廃ガス処理系（プルトニウム系））
○主要弁（1405-W3009, W3070, W3071, HCV-50)

【精製建屋】
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
〇容器
・プルトニウム濃縮缶
・凝縮器
○空気圧縮機
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類
廃ガス処理系（プルトニウム系））
○主要弁（1405-W3009, W3070, W3071, HCV-50)

－ － －

28

　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽については，臨界事故の発生を起点とし
て１時間にわたって，また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を起
点として約２時間にわたって放射性物質を含む気体を導出できる容量を有
する設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

設計方針（容量） － － －

27

　その後，中央制御室からの操作で廃ガス貯留設備の隔離弁を閉止し，空
気圧縮機を停止することにより，排気をせん断処理・溶解廃ガス処理設備
又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム
系）から主排気筒を介して大気中へ放出できる設計とする。

機能要求②

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

設計方針（容量）

機能要求② 設計方針

－ － －29
　その際，臨界事故によって発生する放射線分解による水素を導出した場
合でも，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の気相部の水素濃度がドライ換算
４ｖｏｌ％を超えない容量にできる設計とする。

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<圧縮機>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・原動機
<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

○ － － －

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽

○ － － －

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

○ － － －

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備）（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

第１回 第２回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○主要弁（1141A-W3101, W3102, W3103, W3104,
W3105, W3106）

【前処理建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○主要弁（1141A-W3101, W3102, W3103, W3104,
W3105, W3106）

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○主要弁（1405-W3070, W3071)

【精製建屋】
○容器
・廃ガス貯留槽
○空気圧縮機
○主要弁（1405-W3070, W3071)

46
　廃ガス貯留設備は，配管の全周破断に対して，適切な材質とすることに
より，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）に
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

廃ガス貯留設備 設計方針（環境条件等） － － － ○ － 廃ガス貯留設備 － － －

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

○ －

○ －

【精製建屋】
〇プルトニウム濃縮缶
○廃ガス貯留設備の主配管等
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
○容器
・プルトニウム濃縮缶
・廃ガスポット
・廃ガス洗浄塔
・凝縮器
・デミスタ
○高性能粒子フィルタ

－ －

<配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<フィルタ>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<ファン>
・主要材料

－ －

<容器>
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
<圧縮機>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・原動機
<主要弁>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）

41

　廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急激
な分解反応が発生した場合において，臨界事故又はＴＢＰ等の錯体の急激
な分解反応により発生した放射性物質を含む気体を貯留するために必要な
容量を有する設計とするとともに，動的機器である廃ガス貯留設備の空気
圧縮機及び弁は，多重化した設計とし，廃ガス貯留設備は，前処理建屋及
び精製建屋に各１系列を設置する設計とする。

機能要求①
機能要求②
設置要求

－ － －
設計方針（個数及び容
量）

【精製建屋】
〇プルトニウム濃縮缶
○廃ガス貯留設備の主配管等
○廃ガス貯留設備の主配管等（設計基準設備と兼
用）
○容器
・プルトニウム濃縮缶
・廃ガスポット
・廃ガス洗浄塔
・凝縮器
・デミスタ
○高性能粒子フィルタ

設計方針（環境条件等）43
　廃ガス貯留設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により瞬間的に上
昇する温度及び圧力に対して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

機能要求② － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

30

　一つの接続口で「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機
器への注水及び放射線分解により発生する水素による爆発の圧縮空気の供
給のために兼用して使用する代替安全冷却水系の機器注水配管・弁は，そ
れぞれの機能に必要な容量が確保できる接続口を設ける設計とする。

機能要求②
○代替安全冷却水系の主配管等
○代替安全冷却水系の主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）

設計方針(個数及び容量) － － － ○ －

○代替安全冷却水系の主配管等
○代替安全冷却水系の主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）

－ －
<主配管>
・外径・厚さ

35

　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，「冷却機能の喪失による
蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶液の冷却，同機器への注水
及び代替換気設備のセル導出設備の凝縮器が所定の除熱能力を発揮するた
めに必要な給水流量を有する設計とするとともに，保有数は，必要数並び
に予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを含め
十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

可搬型中型移送ポンプ 設計方針(個数及び容量) － － － ○ － 可搬型中型移送ポンプ － －
<ポンプ>
・容量

36

　代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，想定される重大事故等時におい
て，冷却に使用した排水を受けるために必要な容量を有する設計とすると
ともに，保有数は，必要数及び予備として故障時のバックアップを含め十
分な基数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

可搬型排水受槽 設計方針(個数及び容量) － － － ○ － 可搬型排水受槽 － －
<容器>
・容量

37

　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，「冷却機能の喪失による
蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶液を冷却している内部ルー
プへの通水，同機器への注水，冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水及
び代替換気設備のセル導出設備の凝縮器等への通水を同時に実施する場合
に必要な給水流量を有する設計とし，兼用できる設計とする。

機能要求② 可搬型中型移送ポンプ 設計方針(個数及び容量) － － － ○ － 可搬型中型移送ポンプ － －
<ポンプ>
・容量

38
　代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，同時に発生する可能性の
ある事故への対処も含めて必要な容量を確保する設計とする。

機能要求② 可搬型中型移送ポンプ 設計方針(個数及び容量) － － － ○ － 可搬型中型移送ポンプ － －
<ポンプ>
・容量

39

　代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，「冷却機能の喪失による蒸発乾
固」の発生を仮定する機器に内包する溶液を冷却している内部ループへの
通水，冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水及び代替換気設備のセル導
出設備の凝縮器等への通水を同時に実施した場合に発生する排水を一時貯
留するために必要な容量を有する設計とし，兼用できる設計とする。

機能要求② 可搬型排水受槽 設計方針(個数及び容量) － － － ○ － 可搬型排水受槽 － －
<容器>
・容量

50

　代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備は，配管の全周破断に対し
て，適切な材料を使用すること又は影響を受けない場所に設置することに
より，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体(溶液，有機溶媒等)によ
り重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

○代替安全冷却水系（セル外）
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）
○代替安全冷却水系（セル内）
（許可文中、第9.5-3表(1)、第9.5-7、10、13、
16図）

設計方針(環境条件等) － － － ○ －

○代替安全冷却水系（セル外）

【機能要求②】
○代替安全冷却水系（セル内）

－ －

<主配管>
・主要材料
<容器>
・主要材料

55
　代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処設備は，溢水量及び化学薬品
の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防
護する設計とする。

機能要求②
運用要求

○可搬型中型移送ポンプ
○可搬型建屋内ホース

施設共通　基本設計方針（保管上の措置）

設計方針(環境条件等) － － － ○ －

○可搬型中型移送ポンプ
○可搬型建屋内ホース

施設共通　基本設計方針（保管上の措置）

－ － －

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

－

<主配管>
・個数
・取付個所
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
<容器>
・種類
・個数
・取付個所
・容量
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・伝熱面積
・主要寸法
・主要材料
<ポンプ>
・種類
・個数
・取付個所
・容量

○ －

○運搬車
○ホース展張車
○可搬型中型移送ポンプ運搬車

【機能要求②】
○代替安全冷却水系の主配管等
○代替安全冷却水系の主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○可搬型配管
○膨張槽
○貯槽（項目番号６に示したものと同様）
○可搬型中型移送ポンプ
○可搬型建屋外ホース
○可搬型排水受槽

－設計方針 － － －20

　代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと可搬型排水受槽を可搬型
建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用いて接続した上で，内部ループ
への通水，冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水及び代替換気設備のセ
ル導出設備の凝縮器への通水に使用した排水を可搬型排水受槽に一旦貯留
した後，可搬型中型移送ポンプを運転することで，可搬型排水受槽の排水
を水供給設備の第１貯水槽へ移送し，排水を再び水源として用いることが
できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

○代替安全冷却水系の主配管等
○代替安全冷却水系の主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○可搬型配管
○膨張槽
○貯槽（項目番号６に示したものと同様）
○可搬型中型移送ポンプ
○可搬型建屋外ホース
○可搬型排水受槽
○運搬車
○ホース展張車
○可搬型中型移送ポンプ運搬車

○ －

○運搬車
○ホース展張車
○可搬型中型移送ポンプ運搬車

【機能要求②】
○代替安全冷却水系の主配管等
○代替安全冷却水系の主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○可搬型配管
○可搬型中型移送ポンプ
○可搬型建屋外ホース

－ －

<主配管>
・個数
・取付個所
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
<容器>
・種類
・個数
・取付個所
・容量

設計方針 － － －19

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと冷却水配管・弁(凝縮器)を
可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用いて接続した上で，可搬
型中型移送ポンプを運転することで，代替換気設備のセル導出設備の凝縮
器へ通水し，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

○代替安全冷却水系の主配管等
○代替安全冷却水系の主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○可搬型配管
○可搬型中型移送ポンプ
○可搬型建屋外ホース
○可搬型排水受槽
○運搬車
○ホース展張車
○可搬型中型移送ポンプ運搬車

○ －

○運搬車
○ホース展張車
○可搬型中型移送ポンプ運搬車

【機能要求②】
○代替安全冷却水系の主配管等
○代替安全冷却水系の主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○貯槽（項目番号６に示したものと同様）

－ －

<主配管>
・個数
・取付個所
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
<容器>
・種類
・個数

－ － －

－ －

<主配管>
・個数
・取付個所
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
<容器>
・種類
・個数
・取付個所
・容量
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・伝熱面積
・主要寸法
・主要材料

－

18

　代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと冷却コイル又は冷却ジャ
ケットへの通水で使用する主配管等(以下7.2.2.3では「冷却コイル配管・
弁又は冷却ジャケット配管・弁」という)を可搬型建屋外ホース，可搬型建
屋内ホース等を用いて接続した上で，可搬型中型移送ポンプを運転するこ
とで，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器の冷却コ
イル又は冷却ジャケットへ通水し，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の
発生を仮定する機器に内包する溶液の温度を低下させ，未沸騰状態を維持
できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

○代替安全冷却水系の主配管等
○代替安全冷却水系の主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○貯槽（項目番号６に示したものと同様）
○可搬型中型移送ポンプ
○可搬型建屋外ホース
○可搬型排水受槽
○運搬車
○ホース展張車

設計方針

－

○運搬車
○ホース展張車
○可搬型中型移送ポンプ運搬車

【機能要求②】
○代替安全冷却水系の主配管等
○代替安全冷却水系の主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○貯槽（項目番号６に示したものと同様）

－ －

<主配管>
・個数
・取付個所
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
<容器>
・種類
・個数

17

　代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと貯槽等への注水で使用す
る主配管等(以下7.2.2.3では「機器注水配管・弁」という)を可搬型建屋外
ホース，可搬型建屋内ホース等を用いて接続した上で，可搬型中型移送ポ
ンプを運転することで，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定
する機器へ注水でき，放射性物質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を
防止できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

○代替安全冷却水系の主配管等
○代替安全冷却水系の主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○貯槽（項目番号６に示したものと同様）
○可搬型中型移送ポンプ
○可搬型建屋外ホース
○運搬車
○ホース展張車
○可搬型中型移送ポンプ運搬車

設計方針 － ○－ －

○ －

○運搬車
○ホース展張車
○可搬型中型移送ポンプ運搬車

【機能要求②】
○代替安全冷却水系の主配管等
○代替安全冷却水系の主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○膨張槽
○貯槽
・中継槽
・リサイクル槽
・中間ポット
・計量前中間貯槽
・計量後中間貯槽
・計量・調整槽

－ －

第２回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

○代替安全冷却水系の主配管等
○代替安全冷却水系の主配管等（設計基準対象の
施設と兼用）
○可搬型建屋内ホース
○膨張槽
○貯槽
・中継槽
・リサイクル槽
・中間ポット
・計量前中間貯槽
・計量後中間貯槽
・計量・調整槽
・計量補助槽
・高レベル廃液濃縮缶
・高レベル廃液供給槽
・第６一時貯留処理槽
・溶解液中間貯槽

設計方針

第１回

16

　代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと安全冷却水系の内部ルー
プへの通水で使用する主配管等(以下7.2.2.3では「内部ループ配管・弁」
という)を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用いて接続した上
で，可搬型中型移送ポンプを運転することで，水供給設備の第１貯水槽の
水を内部ループへ通水し，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮
定する機器に内包する溶液が沸騰に至る前に冷却でき，未沸騰状態を維持
できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

1099



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

17

　セル導出設備は，溶液の沸騰により「冷却機能の喪失による蒸発乾固」
の発生を仮定する機器の気相中に移行する放射性物質，水素掃気空気に同
伴する放射性物質及び水素爆発により「放射線分解により発生する水素に
よる爆発」の発生を仮定する機器の気相中に移行する放射性物質を，凝縮
器下流側に設置したセル導出ユニットフィルタにより除去できる設計とす
る。

機能要求② ○セル導出ユニットフィルタ 設計方針 - - - ○ - ○セル導出ユニットフィルタ - -

<フィルタ>
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・主要寸法
・主要材料
・効率

18

　セル導出設備の凝縮器は，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮するた
め，代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプによる通水によって，溶液
の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮させるのに必要な伝熱面積を有する設計
とする。

機能要求②

○凝縮器
○予備凝縮器
○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器
○分離建屋の第１エジェクタ凝縮器

設計方針 - - - ○ -

○凝縮器
○予備凝縮器
○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器
○分離建屋の第１エジェクタ凝縮器

- -

<熱交換器>
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・伝熱面積
・主要寸法
・主要材料

30

　セル導出設備の凝縮器等は，想定される重大事故等時において，「冷却
機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶液の沸騰
に伴い発生する蒸気を凝縮し，蒸気に同伴する水素掃気空気等の非凝縮性
の気体の温度を50℃以下とするために必要な伝熱面積を有し，十分な除熱
能力を発揮する設計とする。また，必要数及び予備を含め十分な基数を確
保する設計とする。

機能要求②
設置要求

○凝縮器
○予備凝縮器
○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器
○分離建屋の第１エジェクタ凝縮器

設計方針(個数及び容量) - - - ○ -

○凝縮器
○予備凝縮器
○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器
○分離建屋の第１エジェクタ凝縮器

- -
<熱交換器>
・伝熱面積

31

　代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却機能の喪失による蒸発乾固及び
放射線分解により発生する水素による爆発の発生時において，放射性エア
ロゾルを代替セル排気系の可搬型フィルタで除去しつつ，主排気筒を介し
て，大気中に放出するために必要な排気風量を有する設計とするととも
に，保有数は，必要数並びに予備として故障時及び保守点検による待機除
外時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

○可搬型排風機 設計方針(個数及び容量) - - - ○ - ○可搬型排風機 - -
<ファン>
・原動機

33
　代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却機能の喪失による蒸発乾固及び
放射線分解により発生する水素による爆発で同時に要求される複数の機能
に必要な排気風量を有する設計とし，兼用できる設計とする。

機能要求② ○可搬型排風機 設計方針(個数及び容量) - - - ○ - ○可搬型排風機 - - <ファン>
・容量

34

　セル導出設備のセル導出ユニットフィルタ及び代替セル排気系の可搬型
フィルタは，冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生す
る水素による爆発で同時に要求される複数の機能に必要な処理容量を有す
る設計とし，兼用できる設計とする。

機能要求②
○セル導出ユニットフィルタ
○可搬型フィルタ

設計方針(個数及び容量) - - - ○ -
○セル導出ユニットフィルタ
○可搬型フィルタ

- -
<フィルタ>
・容量

42

　代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，配管の全周破断に対して，
適切な材料を使用すること又は影響を受けない場所に設置することによ
り，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体(溶液，有機溶媒等)により
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

○代替換気設備（セル外）
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

○代替換気設備（セル内）
（許可文中、第7.2-31表(1)、第7.2-37、38図）

設計方針(環境条件等) - - - ○ -

○代替換気設備（セル外）

【機能要求②】
○代替換気設備（セル内）

- - -

-

○代替換気設備の主配管等
○代替換気設備の主配管等（設計基準対象の施設
と兼用）
○可搬型ダクト
○可搬型フィルタ
○可搬型排風機
○可搬型デミスタ
○貯槽（項目番号４に示したものと同様）
○主排気筒

- -

<主配管>
・個数
・取付箇所
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
<フィルタ>
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・主要寸法
・主要材料
・効率

- - -19

　代替セル排気系は，可搬型排風機，可搬型ダクト及び可搬型フィルタを
敷設し，主排気筒へつながるよう，可搬型排風機，可搬型ダクト及び可搬
型フィルタを接続し，可搬型ダクト及び建屋換気設備を接続した後，可搬
型排風機を運転することで，セルに導出された放射性エアロゾルを除去
し，主排気筒を介して大気中に管理しながら放出できる設計とする。

機能要求②

- ○

○凝縮器
○予備凝縮器
○気液分離器
○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器
○分離建屋の第１エジェクタ凝縮器
○漏えい液受皿
○第１供給槽
○第２供給槽
○代替換気設備の主配管等

設計方針

○

○代替換気設備の主配管等
○代替換気設備の主配管等（設計基準対象の施設
と兼用）
○可搬型ダクト
○可搬型フィルタ
○可搬型排風機
○可搬型デミスタ
○貯槽（項目番号４に示したものと同様）
○主排気筒

設計方針

-

<主配管>
・個数
・取付箇所
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
<容器>
・種類
・個数
・取付箇所

16
　セル導出設備は，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気をセルに導出する前に
排気経路上の凝縮器により凝縮し，発生する凝縮水は，回収先の漏えい液
受皿等に貯留できる設計とする。

機能要求②
設置要求

- ○ -

○前処理建屋
○分離建屋
○精製建屋
○ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
○高レベル廃液ガラス固化建屋

【機能要求②】
○水封安全器
○代替換気設備の主配管等
○代替換気設備の主配管等（設計基準対象の施設
と兼用）

- -

<熱交換器>
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・伝熱面積
・主要寸法

-

○前処理建屋
○分離建屋
○精製建屋
○ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
○高レベル廃液ガラス固化建屋

【機能要求②】
○凝縮器
○予備凝縮器

○代替換気設備の主配管等
○代替換気設備の主配管等（設計基準対象の施設
と兼用）
○水封安全器
○セル導出ユニットフィルタ
○凝縮器
○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器
○分離建屋の第１エジェクタ凝縮器
○予備凝縮器
○気液分離器
○可搬型建屋内ホース
○可搬型ダクト
○可搬型配管
○貯槽
・中継槽
・リサイクル槽
・中間ポット

設計方針 -14

　セル導出設備は，溶液の沸騰により「冷却機能の喪失による蒸発乾固」
の発生を仮定する機器の気相中に移行する放射性物質，水素掃気空気に同
伴する放射性物質及び水素爆発により「放射線分解により発生する水素に
よる爆発」の発生を仮定する機器の気相中に移行する放射性物質を，これ
らの機器に接続する塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止し，塔槽類廃ガ
ス処理設備の流路を遮断することで，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」
の発生を仮定する機器及び「放射線分解により発生する水素による爆発」
の発生を仮定する機器の排気をセルに導出できる設計とする。

-15

　前処理建屋，分離建屋，精製建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の代
替換気設備のセル導出設備は，水素爆発により「放射線分解により発生す
る水素による爆発」の発生を仮定する機器の気相中に移行する放射性物質
が，セル導出設備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニットを
経由して導出先セルに導出されない場合，水封安全器を経由して，気相中
に移行した放射性物質を水封安全器を設置するセルに導出できる設計とす
る。

機能要求②
設置要求

○水封安全器
○代替換気設備の主配管等
○代替換気設備の主配管等（設計基準対象の施設
と兼用）
○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器
○分離建屋の第１エジェクタ凝縮器
○貯槽（項目番号４に示したものと同様）
○前処理建屋
○分離建屋
○精製建屋
○ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

設計方針

機能要求②

- -

- - ○

- -

-

○代替換気設備の主配管等
○代替換気設備の主配管等（設計基準対象の施設
と兼用）
○水封安全器
○セル導出ユニットフィルタ
○凝縮器
○分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器
○分離建屋の第１エジェクタ凝縮器
○予備凝縮器
○気液分離器
○可搬型建屋内ホース
○可搬型ダクト
○可搬型配管
○貯槽
・中継槽
・リサイクル槽
・中間ポット

- -

<主配管>
・個数
・取付箇所
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
<フィルタ>
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・主要寸法
・主要材料
・効率

第１回 第２回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十九条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

第１回 第２回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

47
　代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，溢水量及び化学薬品の漏
えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防護す
る設計とする。

機能要求②
運用要求

○可搬型建屋内ホース
○可搬型フィルタ
○可搬型排風機

施設共通　基本設計方針（保管上の措置）

基本方針(環境条件等） - - - ○ -

○可搬型建屋内ホース
○可搬型フィルタ
○可搬型排風機

施設共通　基本設計方針（保管上の措置）

- - -

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目
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第40条：放射線分解により発生する水素による爆発に 

対処するための設備 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回 第２回

代替安全圧縮空気系は，可搬型空気圧縮機と水素掃気配管・弁又は機器圧縮空
気供給配管・弁を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用いて接続し
た上で，可搬型空気圧縮機を運転することで，「水素爆発」の発生を仮定する
機器へ圧縮空気を供給し，水素濃度を可燃限界濃度未満に維持できる設計とす
る。

機能要求②

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施設
と兼用）
〇貯槽
・中継槽
・計量前中間貯槽
・計量後中間貯槽
・計量・調整槽
・計量補助槽
・溶解液中間貯槽
・溶解液供給槽
・抽出廃液受槽
・抽出廃液中間貯槽
・抽出廃液供給槽
・プルトニウム溶液受槽(分配設備)
・プルトニウム溶液中間貯槽
・第２一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設備)
・第３一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設備)
・第４一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設備)
・高レベル廃液濃縮缶
・プルトニウム溶液供給槽
・プルトニウム溶液受槽(プルトニウム精製設備)
・油水分離槽
・プルトニウム濃縮缶供給槽
・プルトニウム濃縮缶
・プルトニウム溶液一時貯槽
・プルトニウム濃縮液受槽
・プルトニウム濃縮液計量槽
・プルトニウム濃縮液中間貯槽
・プルトニウム濃縮液一時貯槽
・リサイクル槽
・希釈槽
・第２一時貯留処理槽(精製建屋一時貯留処理槽)
・第３一時貯留処理槽(精製建屋一時貯留処理槽)
・第７一時貯留処理槽
・硝酸プルトニウム貯槽
・混合槽
・一時貯槽
・第１高レベル濃縮廃液一時貯槽
・第２高レベル濃縮廃液一時貯槽
・第１高レベル濃縮廃液貯槽
・第２高レベル濃縮廃液貯槽
・高レベル廃液共用貯槽
・高レベル廃液混合槽
・供給液槽
・供給槽
〇可搬型空気圧縮機
〇可搬型建屋外ホース
〇可搬型建屋内ホース

設計方針 ○ ―

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施設
と兼用）
〇貯槽
・中継槽
・計量前中間貯槽
・計量後中間貯槽
・計量・調整槽
・計量補助槽
・溶解液中間貯槽
・溶解液供給槽
・抽出廃液受槽
・抽出廃液中間貯槽
・抽出廃液供給槽
・プルトニウム溶液受槽(分配設備)
・プルトニウム溶液中間貯槽
・第２一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設備)
・第３一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設備)
・第４一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設備)
・高レベル廃液濃縮缶
・プルトニウム溶液供給槽
・プルトニウム溶液受槽(プルトニウム精製設備)
・油水分離槽
・プルトニウム濃縮缶供給槽
・プルトニウム濃縮缶
・プルトニウム溶液一時貯槽
・プルトニウム濃縮液受槽
・プルトニウム濃縮液計量槽
・プルトニウム濃縮液中間貯槽
・プルトニウム濃縮液一時貯槽
・リサイクル槽
・希釈槽
・第２一時貯留処理槽(精製建屋一時貯留処理槽)
・第３一時貯留処理槽(精製建屋一時貯留処理槽)
・第７一時貯留処理槽
・硝酸プルトニウム貯槽
・混合槽
・一時貯槽
・第１高レベル濃縮廃液一時貯槽
・第２高レベル濃縮廃液一時貯槽
・第１高レベル濃縮廃液貯槽
・第２高レベル濃縮廃液貯槽
・高レベル廃液共用貯槽
・高レベル廃液混合槽
・供給液槽
・供給槽
〇可搬型空気圧縮機
〇可搬型建屋外ホース
〇可搬型建屋内ホース

―

設計方針

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施設
と兼用）
〇貯槽
・溶解液中間貯槽
・溶解液供給槽
・抽出廃液受槽
・抽出廃液中間貯槽
・抽出廃液供給槽
・プルトニウム溶液受槽(分配設備)
・プルトニウム溶液中間貯槽
・第２一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設備)
・第３一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設備)
・第４一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設備)
・高レベル廃液濃縮缶
・プルトニウム溶液供給槽
・プルトニウム溶液受槽(プルトニウム精製設備)
・油水分離槽
・プルトニウム濃縮缶供給槽
・プルトニウム濃縮缶
・プルトニウム溶液一時貯槽
・プルトニウム濃縮液受槽
・プルトニウム濃縮液計量槽
・プルトニウム濃縮液中間貯槽
・プルトニウム濃縮液一時貯槽
・リサイクル槽
・希釈槽
・第２一時貯留処理槽(精製建屋一時貯留処理設備)
・第３一時貯留処理槽(精製建屋一時貯留処理設備)
・第７一時貯留処理槽
・硝酸プルトニウム貯槽
・混合槽
・一時貯槽
〇圧縮空気自動供給貯槽
〇圧縮空気自動供給ユニット

―

＜主配管＞
・個数
・取付箇所
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
＜容器＞
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・主要寸法
・主要材料

― ― ―

＜主配管＞
・個数
・取付箇所
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
＜容器＞
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・主要寸法
・主要材料

15

16

代替安全圧縮空気系は，圧縮空気設備の安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失
し，系統内の圧力が低下した場合，溶液の性状ごとに水素掃気機能喪失から重
大事故等対策の準備に使用することができる時間が短い分離建屋，精製建屋及
びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素掃気配管・弁に圧縮空気自動供給
貯槽及び圧縮空気自動供給ユニットから機器圧縮空気自動供給ユニットに切り
替えるまでの間，自動で水素燃焼時においても貯槽等に影響を与えないドライ
換算8vol％（以下7.1.2.3では「未然防止濃度」という。）未満を維持するため
に必要な圧縮空気を供給できる設計とする。

機能要求② ― ― ― ―○ ―

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施設
と兼用）
〇貯槽
・溶解液中間貯槽
・溶解液供給槽
・抽出廃液受槽
・抽出廃液中間貯槽
・抽出廃液供給槽
・プルトニウム溶液受槽(分配設備)
・プルトニウム溶液中間貯槽
・第２一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設備)
・第３一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設備)
・第４一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設備)
・高レベル廃液濃縮缶
・プルトニウム溶液供給槽
・プルトニウム溶液受槽(プルトニウム精製設備)
・油水分離槽
・プルトニウム濃縮缶供給槽
・プルトニウム濃縮缶
・プルトニウム溶液一時貯槽
・プルトニウム濃縮液受槽
・プルトニウム濃縮液計量槽
・プルトニウム濃縮液中間貯槽
・プルトニウム濃縮液一時貯槽
・リサイクル槽
・希釈槽
・第２一時貯留処理槽(精製建屋一時貯留処理設備)
・第３一時貯留処理槽(精製建屋一時貯留処理設備)
・第７一時貯留処理槽
・硝酸プルトニウム貯槽
・混合槽
・一時貯槽
〇圧縮空気自動供給貯槽
〇圧縮空気自動供給ユニット

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回 第２回

18

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給系は，安全圧縮空気系の配管の内圧が
所定の圧力（約0.7MPa[gage]）を下回った場合に，自動で圧縮空気を供給する
設計とする。代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動供給ユニットに切り替え
るまでの間，未然防止濃度未満を維持するために必要な流量を確保する設計と
する。

機能要求②

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施設
と兼用）
〇貯槽(項目番号16に示したものと同様)
〇圧縮空気自動供給貯槽
〇圧縮空気自動供給ユニット

設計方針 ― ― ― ○ ―

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施設
と兼用）
〇貯槽(項目番号17に示したものと同様)
〇圧縮空気自動供給貯槽
〇圧縮空気自動供給ユニット

― ―

＜主配管＞
・個数
・取付箇所
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
＜容器＞
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・主要寸法
・主要材料

19

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機からの空気の供給開始前に未然防止濃
度に至る可能性のある「水素爆発」の発生を仮定する機器に対して，代替安全
圧縮空気系の機器圧縮空気自動供給ユニットを設置する設計とする。機器圧縮
空気自動供給ユニットは，圧縮空気自動供給貯槽及び圧縮空気自動供給ユニッ
トよりも貯槽等に近い代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁に設置し，圧縮
空気を供給できる設計とする。

機能要求②

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施設
と兼用）
〇貯槽(項目番号17に示したものと同様)
〇機器圧縮空気自動供給ユニット

設計方針 ― ― ― ○ ―

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施設
と兼用）
〇貯槽(項目番号17に示したものと同様)
〇機器圧縮空気自動供給ユニット

― ―

＜主配管＞
・個数
・取付箇所
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
＜容器＞
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・主要寸法
・主要材料

20
代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動供給ユニットは，安全圧縮空気系の配
管の内圧が所定の圧力（約0.4ＭＰａ[gage]）を下回った場合に自動で圧縮空気
を供給する設計とする。

機能要求②

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施設
と兼用）
〇貯槽(項目番号17に示したものと同様)
〇機器圧縮空気自動供給ユニット

設計方針 ― ― ― ○ ―

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施設
と兼用）
〇貯槽(項目番号17に示したものと同様)
〇機器圧縮空気自動供給ユニット

― ―

＜主配管＞
・個数
・取付箇所
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
＜容器＞
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・主要寸法
・主要材料

21

代替安全圧縮空気系は，代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動供給ユニット
の作動が遅延することにより，貯槽等の水素濃度を未然防止濃度未満に維持す
るための機能に悪影響を及ぼすことがないよう，代替安全圧縮空気系の圧縮空
気自動供給貯槽及び圧縮空気自動供給ユニットを隔離することにより機器圧縮
空気自動供給ユニットから圧縮空気の供給を開始できる設計とする。可搬型空
気圧縮機に切り替えるまでの間，未然防止濃度未満を維持するために必要な量
を確保する設計とする。

機能要求②

〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施設
と兼用）
〇貯槽(項目番号17に示したものと同様)
〇圧縮空気自動供給貯槽
〇圧縮空気自動供給ユニット
〇機器圧縮空気自動供給ユニット

設計方針 ― ― ― ○ ―

〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施設
と兼用）
〇貯槽(項目番号17に示したものと同様)
〇圧縮空気自動供給貯槽
〇圧縮空気自動供給ユニット
〇機器圧縮空気自動供給ユニット

― ―

＜主配管＞
・個数
・取付箇所
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
＜容器＞
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・主要寸法
・主要材料

機能要求②17

代替安全圧縮空気系は，水素発生量の増加が想定される時間の前に，圧縮空気
自動供給貯槽及び圧縮空気自動供給ユニットから機器圧縮空気自動供給ユニッ
トへの切り替えを行い，可搬型空気圧縮機により圧縮空気を供給するまでの
間，未然防止濃度に維持するために十分な量の圧縮空気を供給できる設計とす
る。

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施設
と兼用）
〇貯槽
・プルトニウム溶液受槽(分配設備)
・プルトニウム溶液中間貯槽
・第２一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設備)
・プルトニウム溶液受槽(プルトニウム精製設備）
・油水分離槽
・プルトニウム濃縮缶供給槽
・プルトニウム溶液一時貯槽
・プルトニウム濃縮液受槽
・プルトニウム濃縮液計量槽
・プルトニウム濃縮液中間貯槽
・プルトニウム濃縮液一時貯槽
・リサイクル槽
・希釈槽
・第２一時貯留処理槽(精製建屋一時貯留処理設備)
・第３一時貯留処理槽(精製建屋一時貯留処理設備)
・硝酸プルトニウム貯槽
・混合槽
・一時貯槽
〇機器圧縮空気自動供給ユニット

設計方針 ― ――

＜主配管＞
・個数
・取付箇所
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
＜容器＞
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・主要寸法
・主要材料

―○ ―

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施設
と兼用）
〇貯槽
・プルトニウム溶液受槽(分配設備)
・プルトニウム溶液中間貯槽
・第２一時貯留処理槽(分離建屋一時貯留処理設備)
・プルトニウム溶液受槽(プルトニウム精製設備）
・油水分離槽
・プルトニウム濃縮缶供給槽
・プルトニウム溶液一時貯槽
・プルトニウム濃縮液受槽
・プルトニウム濃縮液計量槽
・プルトニウム濃縮液中間貯槽
・プルトニウム濃縮液一時貯槽
・リサイクル槽
・希釈槽
・第２一時貯留処理槽(精製建屋一時貯留処理設備)
・第３一時貯留処理槽(精製建屋一時貯留処理設備)
・硝酸プルトニウム貯槽
・混合槽
・一時貯槽
〇機器圧縮空気自動供給ユニット

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回 第２回

22

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機からの空気の供給開始前に未然防止濃
度に至る可能性のある「水素爆発」の発生を仮定する機器に対して，圧縮空気
手動供給ユニットを設置する設計とする。代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動
供給ユニットは，発生防止対策とは異なる機器圧縮空気供給配管・弁に設置
し，圧縮空気を供給できる設計とする。

機能要求②

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施設
と兼用）
〇貯槽(項目番号17に示したものと同様)
〇圧縮空気手動供給ユニット
〇可搬型建屋内ホース

設計方針 ― ― ― ○ ―

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施設
と兼用）
〇貯槽(項目番号17に示したものと同様)
〇圧縮空気手動供給ユニット
〇可搬型建屋内ホース

― ―

＜主配管＞
・個数
・取付箇所
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
＜容器＞
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・主要寸法
・主要材料

24
代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給ユニットは，代替安全圧縮空気系の可
搬型空気圧縮機に切り替えるまでの間，貯槽等内の水素濃度を未然防止濃度未
満に維持するために必要な量の圧縮空気を供給できる設計とする。

機能要求②

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施設
と兼用）
〇貯槽(項目番号17に示したものと同様)
〇圧縮空気手動供給ユニット
〇可搬型建屋内ホース

設計方針 ― ― ― ○ ―

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施設
と兼用）
〇貯槽(項目番号17に示したものと同様)
〇圧縮空気手動供給ユニット
〇可搬型建屋内ホース

― ―

＜主配管＞
・個数
・取付箇所
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
＜容器＞
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・主要寸法
・主要材料

機能要求②25

代替安全圧縮空気系は，発生防止対策が機能しない場合に備え，圧縮空気手動
供給ユニットにより圧縮空気を供給し，機器内の水素濃度を未然防止濃度未満
に維持している期間中に，発生防止対策で敷設する代替安全圧縮空気系の可搬
型建屋外ホース，可搬型建屋外ホースの下流側に，機器に圧縮空気を供給する
ための建屋内空気中継配管及び可搬型建屋内ホースを設置し，可搬型建屋内
ホースと機器圧縮空気供給配管・弁を接続した上で，代替安全圧縮空気系の機
器圧縮空気供給配管・弁に圧縮空気を供給できる設計とする。

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施設
と兼用）
〇貯槽(項目番号15に示したものと同様)
〇可搬型空気圧縮機
〇可搬型建屋外ホース
〇可搬型建屋内ホース

設計方針 ― ――

＜主配管＞
・個数
・取付箇所
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料
＜容器＞
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・主要寸法
・主要材料
＜圧縮機＞
・種類
・個数
・取付箇所
・容量
・吐出圧力
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・主要寸法
・主要材料
・原動機
・燃料タンク

―○ ―

〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施設
と兼用）
〇貯槽(項目番号17に示したものと同様)
〇可搬型空気圧縮機
〇可搬型建屋外ホース
〇可搬型建屋内ホース

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回 第２回

35

一つの接続口で「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器への
注水及び「水素爆発」の発生を仮定する機器への圧縮空気の供給のために兼用
して使用する代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁及び機器圧縮空気供給配
管・弁は，それぞれの機能に必要な容量が確保できる接続口を設ける設計とす
る。

機能要求②
〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施設
と兼用）

設計方針(個数及び容量) ― ― ― ○ ―
〇代替安全圧縮空気系の配管
〇代替安全圧縮空気系の配管（設計規準対象の施設
と兼用）

― ―
＜主配管＞
・外径・厚さ

40
代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給系，機器圧縮空気自動供給ユニット及
び圧縮空気手動供給ユニットは，操作の時間を考慮し，必要な圧縮空気流量を
確保するために必要な量の圧縮空気を有する設計とする。

機能要求②

〇圧縮空気自動供給貯槽
〇圧縮空気自動供給ユニット
〇機器圧縮空気自動供給ユニット
〇圧縮空気手動供給ユニット

設計方針(個数及び容量) ― ― ― ○ ―

〇圧縮空気自動供給貯槽
〇圧縮空気自動供給ユニット
〇機器圧縮空気自動供給ユニット
〇圧縮空気手動供給ユニット

― ―
＜容器＞
・容量

41
代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給系は，機器圧縮空気自動供給ユニット
に切り替えるまでの間，貯槽等内の水素濃度を未然防止濃度未満を維持するた
めに必要な流量を確保する設計とする。

機能要求②
〇圧縮空気自動供給貯槽
〇圧縮空気自動供給ユニット

設計方針(個数及び容量) ― ― ― ○ ―
〇圧縮空気自動供給貯槽
〇圧縮空気自動供給ユニット

― ―
＜容器＞
・容量

42
代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動供給ユニットは，可搬型空気圧縮機に
切り替えるまでの間，貯槽等内の水素濃度を未然防止濃度未満を維持するため
に必要な量を確保する設計とする。

機能要求② 〇機器圧縮空気自動供給ユニット 設計方針(個数及び容量) ― ― ― ○ ― 〇機器圧縮空気自動供給ユニット ― ―
＜容器＞
・容量

43
代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給ユニットは，可搬型空気圧縮機に切り
替えるまでの間，貯槽等内の水素濃度を未然防止濃度未満に維持するために必
要な量の圧縮空気を供給できる設計とする。

機能要求②
〇圧縮空気手動供給ユニット

設計方針(個数及び容量) ― ― ― ○ ―
〇圧縮空気手動供給ユニット

― ―
＜容器＞
・容量

44

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，想定される重大事故等時におい
て，「水素爆発」の発生を仮定する機器を可燃限界濃度未満に維持するために
必要な圧縮空気供給量を有する設計とするとともに，保有数は，必要数並びに
予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを含め十分な
台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

〇可搬型空気圧縮機
設計方針(個数及び容量) ― ― ― ○ ―

〇可搬型空気圧縮機
― ―

＜圧縮機＞
・容量

45
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，同時に発生する可能性のある事故
への対処を含めて，事象進展に応じた使用の状態を踏まえた，必要な容量を確
保した設計とする。

機能要求②
〇可搬型空気圧縮機

設計方針(個数及び容量) ― ― ― ○ ―
〇可搬型空気圧縮機

― ―
＜圧縮機＞
・容量

46
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，水素掃気機能の喪失及び冷却機能
の喪失による蒸発乾固が同時に発生した場合においても，可燃限界濃度未満を
維持するために必要な量を確保した設計とする。

機能要求②
〇可搬型空気圧縮機

設計方針(個数及び容量) ― ― ― ○ ―
〇可搬型空気圧縮機

― ―
＜圧縮機＞
・容量

47
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，「水素爆発」の発生を仮定する機
器へ圧縮空気を供給するとともに，計装設備への圧縮空気を供給する場合に必
要な圧縮空気供給量を有する設計とし，兼用できる設計とする。

機能要求②

〇可搬型空気圧縮機
〇代替安全圧縮空気系の配管
〇可搬型建屋外ホース
〇可搬型建屋内ホース

設計方針(個数及び容量) ― ― ― ○ ―
〇可搬型空気圧縮機

― ―
＜圧縮機＞
・容量

55

代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁及び機器圧縮空気供給配管・弁は，配
管の全周破断に対して，適切な材料を使用することにより，漏えいした放射性
物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
設置要求

〇代替安全圧縮空気系（セル外）
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）
〇代替安全圧縮空気系（セル内）
（許可文中、第9.3-4表(1)、第9.3-3～12図）

設計方針(環境条件等) ― ― ― ○ ―
〇代替安全圧縮空気系（セル外）
〇代替安全圧縮空気系（セル内）

― ― ―

60
代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を
考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防護する設計とす
る。

機能要求②
運用要求

〇可搬型空気圧縮機

施設共通　基本設計方針（保管上の措置）
設計方針(環境条件等) ― ― ― ○ ―

〇可搬型空気圧縮機

施設共通　基本設計方針（保管上の措置）
― ― ―

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時供給停止回路）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

第１回 第２回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

13

　論理回路は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生したと判定した場合
に，中央制御室に警報を発し，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処を
促すとともに，プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止するための重大事
故時供給液停止弁の閉信号，廃ガス貯留設備の隔離弁の開信号，廃ガス貯留
設備の空気圧縮機の起動信号，廃ガス貯留設備の精製建屋塔槽類廃ガス処理
設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁の閉信号及び精製建屋
塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機の停
止信号を発することができる設計とする。
　プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止するための重大事故時供給液停
止弁は，論理回路によるＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生の判定から
１分以内に閉止することで，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を停止で
きる設計とする。

機能要求②

○プルトニウム濃縮缶　圧力計
○プルトニウム濃縮缶　液相部　温度計
○プルトニウム濃縮缶　気相部　温度計
○重大事故時供給停止回路

【精製建屋】
○空気圧縮機
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類
廃ガス処理系（プルトニウム系））
○主要弁（1405-W3009, W3070, W3071, HCV-50,
1431-W3101）

設計方針 － －

＜インターロッ
ク＞
・検出器の種類
・設定値
・起動に要する
信号の個数

<圧縮機>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・原動機
<主要弁>
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料
・駆動方式（方
法）

○ －

○プルトニウム濃縮缶　圧力計
○プルトニウム濃縮缶　液相部　温度計
○プルトニウム濃縮缶　気相部　温度計
○重大事故時供給停止回路

【精製建屋】
○空気圧縮機
○排風機（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類
廃ガス処理系（プルトニウム系））
○主要弁（1405-W3009, W3070, W3071, HCV-50,
1431-W3101）

－ － －

重大事故時供給停止回路 設計方針15

　プルトニウム濃縮缶圧力計の警報設定値は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解
反応が発生した場合にプルトニウム濃縮缶気相部の圧力が瞬間的に上昇する
ことから，設計基準対象の施設であるプルトニウム濃縮缶圧力の圧力高警報
設定値の約２倍を目安に設定することにより，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解
反応を検知できる設計とする。

機能要求② ○ －－ － －

16

　プルトニウム濃縮缶気相部温度計の警報設定値は，ＴＢＰ等の錯体の急激
な分解反応が発生した場合にプルトニウム濃縮缶気相部温度が急激に上昇す
ることから，文献値を基にＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生する温度
を目安に設定することにより，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を検知でき
る設計とする。

機能要求② 重大事故時供給停止回路 設計方針 － －

重大事故時供給停止回路 － －
＜インターロッ
ク＞
・設定値

重大事故時供給停止回路 設計方針17
　プルトニウム濃縮缶液相部温度計の警報設定値は，熱的制限値を目安に設
定することにより，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を検知できる設計とす
る。

機能要求②

重大事故時供給停止回路

－ 重大事故時供給停止回路

－ － －

－ － － － －

＜インターロッ
ク＞
・設定値

＜インターロッ
ク＞
・設定値

○

○

－

20

　重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，プルトニウム濃縮缶へ供給液を
供給するプルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止するための重大事故時供
給液停止弁の閉信号を発することで，プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを
停止することにより，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止できる
設計とする。

機能要求② ○重大事故時供給停止回路 設計方針 － －－ ○重大事故時供給停止回路－ － －

＜インターロッ
ク＞
・検出器の種類
・設定値
・起動に要する
信号の個数
（重大事故時供
給停止回路とと
もに記載する）

○

28

　重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した
場合に，重大事故時供給液停止弁に対して閉信号を，廃ガス貯留設備に対し
て起動信号を発するよう警報設定値を設定するとともに，動的機器である分
解反応検知機器の単一故障を考慮した数量を有する設計とする。

設置要求
機能要求②

－○重大事故時供給停止回路
設計方針（個数及び容
量）

＜インターロッ
ク＞
・設定値

－ ○重大事故時供給停止回路 － －－ － ○
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

機能要求② プルトニウム濃縮缶 プルトニウム濃縮缶

<容器>
・容量
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回 第２回

20
　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激な
分解反応により瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求② － － ○ －設計方針（環境条件等） －プルトニウム濃縮缶 － －プルトニウム濃縮缶

<容器>
・容量
・最高使用温度
・最高使用圧力
・主要寸法又は
外形・厚さ
・主要材料

－ －設計方針（環境条件等） － － －21

　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備は，配管の全周破断に対し
て，適切な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液
体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。

○ －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十二条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

14

　代替注水設備の可搬型中型移送ポンプは，燃料貯蔵プール等へ注水す
るために必要な注水流量を有する設計とするとともに，保有数は，必要
数並びに予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバックアッ
プを含め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
代替注水設備
　可搬型中型移送ポンプ

設計方針(個数及び容
量)

－ － － ○
代替注水設備
　可搬型中型移送ポンプ

－ － －
＜ポンプ＞
・容量

15

　代替注水設備の可搬型重大事故等対処設備は，プール水冷却系及び安
全冷却水系の冷却機能並びに補給水設備の注水機能の喪失を想定し，そ
の範囲が系統で機能喪失する燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失に対
処することから，当該系統の範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設
備を１セット確保する設計とする。

機能要求②

代替注水設備
　可搬型中型移送ポンプ
　可搬型建屋外ホース
　可搬型建屋内ホース

設計方針(個数及び容
量)

－ － － ○

代替注水設備
　可搬型中型移送ポンプ
　可搬型建屋外ホース
　可搬型建屋内ホース

－ － －
＜主配管＞
・個数

31

　スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダは，燃料仮置きピット，燃料貯
蔵プール及び燃料送出しピット内の使用済燃料へ水をスプレイするため
に，注水設備の大型移送ポンプ車からの送水により必要なスプレイ流量
を有する設計とするとともに，保有数は，必要数及び予備として故障時
のバックアップを含め十分な基数を確保する設計とする。

機能要求②
スプレイ設備
　可搬型スプレイヘッダ

設計方針(個数及び容
量)

－ － － ○
スプレイ設備
　可搬型スプレイヘッダ

－ － －
＜主配管＞
・個数

32

　スプレイ設備は，プール水冷却系及び安全冷却水系の冷却機能並びに
補給水設備の注水機能の喪失を想定し，その範囲が系統で機能喪失する
燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失に対処することから，当該系統の
範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する設計と
する。

機能要求②
スプレイ設備
　可搬型スプレイヘッダ
　可搬型建屋内ホース

設計方針(個数及び容
量)

－ － － ○
スプレイ設備
　可搬型スプレイヘッダ
　可搬型建屋内ホース

－ － －
＜主配管＞
・個数

－－－

【機能要求②】
スプレイ設備
　可搬型建屋内ホース
　可搬型スプレイヘッダ

○

＜主配管＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径
・厚さ
・主要材料
・個数
・取付箇所

－ － －

＜ポンプ＞
・容量
・吐出圧力
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・主要寸法
・主要材料
・個数
・原動機
・取付箇所

＜主配管＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径
・厚さ
・主要材料
・個数
・取付箇所

－－－

代替注水設備
　可搬型中型移送ポンプ
　可搬型建屋外ホース
　可搬型建屋内ホース
　燃料取出しピット
　燃料仮置きピット
　燃料移送水路
　燃料貯蔵プール（BWR燃料用）,（PWR燃料
用）,（BWR燃料及びPWR燃料用）
　チャンネルボックス・バーナブルポイズン取
扱ピット（チャンネルボックス用）
　チャンネルボックス・バーナブルポイズン取
扱ピット（バーナブルポイズン用）
　チャンネルボックス・バーナブルポイズン取
扱ピット（チャンネルボックス及びバーナブル
ポイズン用）
　燃料送出しピット

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

○

機能要求②
設置要求
評価要求

　スプレイ設備は，可搬型建屋内ホース及び可搬型スプレイヘッダで構
成し，燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因により燃
料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合において，燃料仮置きピッ
ト，燃料貯蔵プール及び燃料送出しピット内の使用済燃料へ水をスプレ
イすることにより，使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し，及び放射
性物質又は放射線の大気中への著しい放出による影響を緩和できる設計
とする。

25

基本方針(設備構成)
設計方針

評価（使用済燃料の冷
却）

スプレイ設備
　可搬型建屋内ホース
　可搬型スプレイヘッダ

代替注水設備
　燃料仮置きピット
　燃料貯蔵プール（BWR燃料用）,（PWR燃料
用）,（BWR燃料及びPWR燃料用）
　燃料送出しピット

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

－ － －

第１回 第２回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

　代替注水設備は，可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋外ホース及び可
搬型建屋内ホースで構成する。
　また，設計基準対象の施設と兼用する燃料取出し設備の燃料取出し
ピット及び燃料仮置きピット，燃料移送設備の燃料移送水路，燃料貯蔵
設備の燃料貯蔵プール及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン取
扱ピット並びに燃料送出し設備の燃料送出しピットを常設重大事故等対
処設備として位置付け，燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪
失し，又は燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいその他の要因に
より燃料貯蔵プール等の水位が低下した場合において，燃料貯蔵プール
等へ注水し水位を維持することにより，使用済燃料を冷却し，及び放射
線を遮蔽できる設計とする。

4

基本方針(設備構成)
設計方針

評価（使用済燃料の冷
却）

代替注水設備
　可搬型中型移送ポンプ
　可搬型建屋外ホース
　可搬型建屋内ホース
　燃料取出しピット
　燃料仮置きピット
　燃料移送水路
　燃料貯蔵プール（BWR燃料用）,（PWR燃料
用）,（BWR燃料及びPWR燃料用）
　チャンネルボックス・バーナブルポイズン取
扱ピット（チャンネルボックス用）
　チャンネルボックス・バーナブルポイズン取
扱ピット（バーナブルポイズン用）
　チャンネルボックス・バーナブルポイズン取
扱ピット（チャンネルボックス及びバーナブル
ポイズン用）
　燃料送出しピット

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

機能要求②
評価要求
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十二条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

第１回 第２回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

43

　漏えい抑制設備のサイフォンブレーカは，プール水冷却系の配管の破
断によるサイフォン効果が発生した場合において，サイフォン効果を停
止することにより，燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいを抑制
できる設計とする。

機能要求②
評価要求

漏えい抑制設備
　サイフォンブレーカ（主配管（設計基準対象
の施設と兼用する配管（プール水冷却系）））

設計方針
評価（遮蔽水位の確

保）
－ － － ○

漏えい抑制設備
　サイフォンブレーカ（主配管（設計基準対象
の施設と兼用する配管（プール水冷却系）））

－ － －

＜主配管＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径
・厚さ
・主要材料

44
　漏えい抑制設備の止水板及び蓋は，地震によるスロッシングが発生し
た場合において，燃料貯蔵プール等からの溢水を抑制することにより，
燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏えいを抑制できる設計とする。

機能要求②
評価要求

漏えい抑制設備
　止水板
　蓋

設計方針
評価（遮蔽水位の確

保）
－ － － ○

漏えい抑制設備
　止水板
　蓋

－ － －

＜防水区画構造
物＞
・主要寸法
・主要材料

48
　漏えい抑制設備のサイフォンブレーカは，プール水冷却系の配管が破
断した際に発生を想定するサイフォン効果を停止するために必要な孔径
を有する設計とする。

機能要求②
漏えい抑制設備
　サイフォンブレーカ（主配管（設計基準対象
の施設と兼用する配管（プール水冷却系）））

設計方針(個数及び容
量)

－ － － ○
漏えい抑制設備
　サイフォンブレーカ（主配管（設計基準対象
の施設と兼用する配管（プール水冷却系）））

－ － －
＜主配管＞
・主要寸法

＜ラック/ピッ
ト/棚＞
・臨界管理（核
的制限値等）
・主要寸法
・主要材料

基本方針(設備構成)
設計方針

評価（未臨界性）

臨界防止設備
　燃焼度計測前燃料仮置きラック
　燃焼度計測後燃料仮置きラック
　高残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック
　高残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック
　低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック
　低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック
　BWR燃料用バスケット
　PWR燃料用バスケット
　バスケット仮置き架台（実入り用）

設置要求
機能要求②
評価要求

　臨界防止設備は，設計基準対象の施設と兼用する燃料取出し設備の燃
料仮置きラック，燃料貯蔵設備の燃料貯蔵ラック並びに燃料送出し設備
のバスケット及びバスケット仮置き架台（実入り用）で構成し，燃料貯
蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール等か
らの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が
低下した場合，又は燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の
要因により燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合において，燃
料貯蔵プール等内における使用済燃料の臨界を防止できる設計とする。

54 － － － －－－

臨界防止設備
　燃焼度計測前燃料仮置きラック
　燃焼度計測後燃料仮置きラック
　高残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック
　高残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック
　低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック
　低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック
　BWR燃料用バスケット
　PWR燃料用バスケット
　バスケット仮置き架台（実入り用）

○
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十二条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

第１回 第２回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

57
　臨界防止設備は，安全機能を有する施設として使用する場合と同様
に，臨界を防止するために必要な燃料間距離を有する設計とする。

機能要求②

臨界防止設備
　燃焼度計測前燃料仮置きラック
　燃焼度計測後燃料仮置きラック
　高残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック
　高残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック
　低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック
　低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック
　BWR燃料用バスケット
　PWR燃料用バスケット
　バスケット仮置き架台（実入り用）

設計方針(個数及び容
量)

－ － － ○

臨界防止設備
　燃焼度計測前燃料仮置きラック
　燃焼度計測後燃料仮置きラック
　高残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック
　高残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック
　低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック
　低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック
　BWR燃料用バスケット
　PWR燃料用バスケット
　バスケット仮置き架台（実入り用）

－ － －

＜ラック/ピッ
ト/棚（臨界管
理）＞
・臨界管理（核
的制限値等）

＜計装／放管設
備＞
・計測範囲

＜圧縮機＞
・容量
・吐出圧力

－ － －

－ － －

○

○

計装設備
　可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ
　可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波式）
　可搬型燃料貯蔵プール等水位計（メジャー）
　可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電波式）
　可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパージ
式）
　可搬型燃料貯蔵プール等温度計（サーミス
タ）
　可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗
体）
　可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（サー
ベイメータ）
　可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量
率計）

計装設備
　可搬型空冷ユニットＡ
　可搬型空冷ユニットＢ
　可搬型空冷ユニットＣ
　可搬型空冷ユニットＤ
　可搬型空冷ユニットＥ
　可搬型計測ユニット用空気圧縮機

－ － －

－ － －
設置要求
機能要求②

　監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波式），可搬型燃料
貯蔵プール等水位計（メジャー），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電
波式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパージ式），可搬型燃料
貯蔵プール等温度計（サーミスタ），可搬型燃料貯蔵プール等温度計
（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメー
タ）及び可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）は，燃料貯
蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール等か
らの小規模な水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が
低下した場合，又は燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の
要因により燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合において，燃
料貯蔵プール等の水位，水温及び燃料貯蔵プール等上部の空間線量率に
ついて，重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定でき
る設計とするとともに，監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カ
メラは，燃料貯蔵プール等の状態を監視できる設計とする。

65

設計方針

計装設備
　可搬型空冷ユニットＡ
　可搬型空冷ユニットＢ
　可搬型空冷ユニットＣ
　可搬型空冷ユニットＤ
　可搬型空冷ユニットＥ
　可搬型計測ユニット用空気圧縮機

設置要求
機能要求②

　監視設備の可搬型空冷ユニットＡ，可搬型空冷ユニットＢ，可搬型空
冷ユニットＣ，可搬型空冷ユニットＤ，可搬型空冷ユニットＥ及び可搬
型計測ユニット用空気圧縮機は，燃料貯蔵プール等の水温上昇に伴い使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の温度が上昇した場合において，冷却空気
を供給することにより，可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ及び可
搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）を冷却し保護できる設
計とする。

66

設計方針

計装設備
　可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ
　可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波式）
　可搬型燃料貯蔵プール等水位計（メジャー）
　可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電波式）
　可搬型燃料貯蔵プール等水位計（エアパージ
式）
　可搬型燃料貯蔵プール等温度計（サーミス
タ）
　可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗
体）
　可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（サー
ベイメータ）
　可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量
率計）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（（第四十四条 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備（注水設備））

別紙２

46

注水設備は，燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要因によ
り燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下し，工場等外への放射線の放出に
至るおそれがある場合，工場等外への放射線の放出を抑制するために，大
型移送ポンプ車から供給する水を，可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋内
ホースを介して燃料貯蔵プール等へ注水できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース
可搬型建屋内ホース

設計方針 － － － 〇 －

【機能要求②】
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース
可搬型建屋内ホース
※本項で整理される設備はすべて兼用するため、
兼用先で記載されるべき事項を記載する。

－ －

<ポンプ>
容量
吐出圧力
原動機
燃料タンク
<主配管>
外径・厚さ

51
注水設備の大型移送ポンプ車は，燃料貯蔵プール等へ大容量の注水を行う
ための必要な容量を有する設計とする。

機能要求② 大型移送ポンプ車
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － 〇 －

【機能要求②】
大型移送ポンプ車
※本項で整理される設備はすべて兼用するため、
兼用先で記載されるべき事項を記載する。

－ －

<ポンプ>
容量
吐出圧力
原動機
燃料タンク

53

燃料貯蔵プール等への水のスプレイで使用する大型移送ポンプ車は，燃料
貯蔵プール等へ水をスプレイするために必要な容量を有する設計とすると
ともに，保有数は，必要数として２台であり，「7.13.1　放水設備」の大
型移送ポンプ車を兼用する設計とする。

機能要求②
設置要求

大型移送ポンプ車
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － 〇 －

【機能要求②】
大型移送ポンプ車
※本項で整理される設備はすべて兼用するため、
兼用先で記載されるべき事項を記載する。

－ －

<ポンプ>
容量
吐出圧力
原動機
燃料タンク

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

第１回 第２回項目 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（（第四十四条 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備（放水設備））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

9

放水設備は，再処理施設のうち使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建
屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベ
ル廃液ガラス固化建屋において重大事故等が発生し，大気中への放射性物
質の放出に至るおそれがある場合，大型移送ポンプ車から供給する水を，
可搬型建屋外ホースを介して可搬型放水砲により建物に放水できる設計と
する。

機能要求①
機能要求②

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

設計方針 － － － 〇 －

【機能要求②】
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

－ －

<ポンプ>
容量
吐出圧力
原動機
燃料タンク
<主配管>
外径・厚さ

11

放水設備は，再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃
料火災，化学火災が発生した場合，大型移送ポンプ車から水及び泡消火薬
剤２ｍ３を，可搬型建屋外ホースを介して可搬型放水砲へ供給すること
で，泡消火又は放水による消火活動を行い，航空機燃料火災，化学火災に
対応できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

設計方針 － － － 〇 －

【機能要求②】
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

－ －

<ポンプ>
容量
吐出圧力
原動機
燃料タンク
<主配管>
外径・厚さ

20

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する大気中への放射性物質の放出を抑制するた
めに使用する放水設備の大型移送ポンプ車は，使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の最高点である屋上全般にわたって放
水設備の可搬型放水砲で放水するための水を供給する設計とする。

機能要求①
機能要求②

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

設計方針（悪影響防止）
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － 〇 －

【機能要求②】
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

－ －

<ポンプ>
容量
吐出圧力
原動機
燃料タンク
<主配管>
外径・厚さ

21

放水設備の可搬型放水砲で放水する最大の流量が約900ｍ３／ｈであり，放
水設備の可搬型放水砲の２台同時放水を可能にするために，放水設備の大
型移送ポンプ車は，必要な容量を有する設計とするとともに，保有数は，
必要数並びに予備として故障時のバックアップ及び点検保守による待機除
外時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

大型移送ポンプ車

設計方針（悪影響防止）
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － 〇 －
【機能要求②】
大型移送ポンプ車

－ －
<ポンプ>
容量

22

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する再処理施設の各建物周辺における航空機衝
突による航空機燃料火災，化学火災に使用する放水設備の大型移送ポンプ
車は，再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火
災，化学火災に対応するために放水設備の可搬型放水砲で放水するための
水及び泡消火薬剤を供給する設計とする。

機能要求①
機能要求②

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

設計方針（悪影響防止）
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － 〇 －

【機能要求②】
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

－ －

<ポンプ>
容量
吐出圧力
原動機
燃料タンク
<主配管>
外径・厚さ

23
放水設備の可搬型放水砲で放水する最大の流量が約900ｍ３／ｈに対して放
水設備の大型移送ポンプ車は，必要な容量を有する設計とする。

機能要求② 大型移送ポンプ車

設計方針（悪影響防止）
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － 〇 －
【機能要求②】
大型移送ポンプ車

－ －
<ポンプ>
容量

25

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する大気中への放射性物質の放出を抑制するた
めに使用する放水設備の可搬型放水砲は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，
前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及
び高レベル廃液ガラス固化建屋の最高点である屋上全般にわたって放水す
るために必要な容量を有する設計とするとともに，保有数は，必要数及び
予備として故障時のバックアップを含め十分な台数を確保する設計とす
る。

機能要求②
設置要求

可搬型放水砲

設計方針（悪影響防止）
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － 〇 －
【機能要求②】
可搬型放水砲

－ －
<主配管>
外径・厚さ

26

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する再処理施設の各建物周辺における航空機衝
突による航空機燃料火災，化学火災に使用する放水設備の可搬型放水砲
は，再処理施設の各建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災，
化学火災に対応するために必要な容量を有する設計とする。

機能要求② 可搬型放水砲

設計方針（悪影響防止）
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － 〇 －
【機能要求②】
可搬型放水砲

－ －
<主配管>
外径・厚さ

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回 第２回

1116



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第45条：重大事故等への対処に必要となる水の供給設備 

機能要求②抜粋 

 

1117



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十五条　重大事故等への対処に必要な水の供給設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（２項変更①）

仕様表 説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

4
水供給設備は，第１貯水槽，第２貯水槽，大型移送ポンプ車，可搬型建屋外
ホース，ホース展張車及び運搬車で構成し，重大事故等への対処に必要となる
十分な量の水を供給できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

第１貯水槽
第２貯水槽
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース
ホース展張車
運搬車

基本方針 － － － ○ －

【機能要求②】
第１貯水槽
第２貯水槽
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース

－ －

<容器>
容量
<ポンプ>
容量
吐出圧力
原動機
燃料タンク
<主配管>
外径・厚さ

12
重大事故等への対処を継続して行うために，重大事故等へ対処する水源である
第１貯水槽へ水を補給するため，第２貯水槽の水を大型移送ポンプ車及び可搬
型建屋外ホースを経由して，第１貯水槽へ補給できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

第１貯水槽
第２貯水槽
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース

設計方針 － － － ○ －

【機能要求②】
第１貯水槽
第２貯水槽
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース

－ －

<容器>
容量
<ポンプ>
容量
吐出圧力
原動機
燃料タンク
<主配管>
外径・厚さ

13
重大事故等への対処を継続して行うために，重大事故等へ対処する水源である
第１貯水槽へ水を補給するため，敷地外水源から水を大型移送ポンプ車及び可
搬型建屋外ホースを経由して，第１貯水槽へ補給できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

第１貯水槽
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース

設計方針 － － － ○ －

【機能要求②】
第１貯水槽
大型移送ポンプ車
可搬型建屋外ホース

－ －

<容器>
容量
<ポンプ>
容量
吐出圧力
原動機
燃料タンク
<主配管>
外径・厚さ

20
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設備の第１貯水槽は，重大事故等への対
処に必要となる水を供給できる容量を有する設計とする。

機能要求② 第１貯水槽

設計方針（悪影響防止）
設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

－ － － ○ －
【機能要求②】
第１貯水槽

－ －
<容器>
容量

21
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設備の第２貯水槽は，大量の水が必要と
なる重大事故等への対処を継続させるために水供給設備の第１貯水槽へ水を補
給できる容量を有する設計とする。

機能要求② 第２貯水槽

設計方針（悪影響防止）
設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

－ － － ○ －
【機能要求②】
第２貯水槽

－ －
<容器>
容量

22

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設備の大型移送ポンプ車は，重大事故等
への対処に必要となる水を補給するために必要な容量を有する設計とするとと
もに，保有数は，必要数及び予備として故障時のバックアップを含め十分な台
数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

大型移送ポンプ車

設計方針（悪影響防止）
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － ○ －
【機能要求②】
大型移送ポンプ車

－ －
<ポンプ>
容量

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

展開事項
項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備

第１回 第２回

1118



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第46条：電源設備 

機能要求②抜粋 

 

1119



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十六条 電源設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

12

重大事故等時において，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する制御建屋可搬型発
電機は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等対処に同
時に対処することを考慮し，十分な容量を確保することで，共用によって
重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
機能要求②

可搬型発電機 設計方針（悪影響防止） － － － 〇 － 可搬型発電機 － － －

21

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機は，重
大事故等に対処するために必要な電力を確保するために必要な容量を有す
る設計とするとともに，保有数は，必要数並びに予備として故障時及び点
検保守による待機除外時のバックアップを含め必要な台数を確保する設計
とする。

機能要求② 可搬型発電機
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － 〇 可搬型発電機 － － －
＜発電機＞
・容量
・燃料

22

代替電源設備の前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建
屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高
レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機は，重大事故等に対処するために
必要な電力を確保するために必要な容量を有する設計とするとともに，保
有数は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守による待機除外時の
バックアップを含め必要な台数を確保する設計とする。

機能要求② 可搬型発電機
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － 〇 － 可搬型発電機 － －
＜発電機＞
・容量
・燃料

23

前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電
機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レベル廃液ガ
ラス固化建屋可搬型発電機は，複数の敷設ルートで対処できるよう必要数
を複数の敷設ルートに確保する設計とする。

機能要求② 可搬型発電機
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － 〇 － 可搬型発電機 － － －

28
代替電源設備は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けな
い高さへの保管，被水防護及び被液防護を行うことにより，重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
運用要求

可搬型発電機
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － 〇
可搬型発電機
施設共通　基本設計方針

可搬型発電機
施設共通　基本設計方針

－ － －

42

代替所内電気設備の前処理建屋の重大事故対処用母線，分離建屋の重大事
故対処用母線，精製建屋の重大事故対処用母線，ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋の重大事故対処用母線及び高レベル廃液ガラス固化建屋の重大
事故対処用母線は，重大事故等に対処するために必要な容量を有する設計
とするとともに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた各建屋で必
要な数量を有する設計とする。

機能要求② 重大事故対処用母線
設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

－ － － 〇 － 重大事故対処用母線 － －
＜電源盤＞
・容量

45
代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，溢水量及び化学薬品の漏えい
量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護を行う
ことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
運用要求

重大事故対処用母線
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

－ － － 〇 －
重大事故対処用母線
施設共通　基本設計方針

－ － －

54

代替所内電気設備の前処理建屋の可搬型分電盤，分離建屋の可搬型分電
盤，精製建屋の可搬型分電盤，制御建屋の可搬型分電盤，ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋の可搬型分電盤，高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬
型分電盤及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電盤は，重
大事故等に対処するために必要な容量を有する設計とするとともに，保有
数は，必要数及び予備として故障時のバックアップを含め必要な台数を確
保する設計とする。

機能要求② 可搬型分電盤
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － 〇 可搬型分電盤 可搬型分電盤 － －
＜電源盤＞
・容量

59

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブルは，溢水量及び
化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及
び被液防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

機能要求②
運用要求
設置要求

可搬型分電盤
施設共通　基本設計方針
可搬型電源ケーブル

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － 〇
可搬型分電盤
施設共通　基本設計方針
可搬型電源ケーブル

可搬型分電盤
施設共通　基本設計方針
可搬型電源ケーブル

－ － －

125

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する軽油貯槽は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加
工施設における重大事故等対処に同時に対処することを考慮し，十分な容
量を確保することで，共用によって重大事故時の対処に影響を及ぼさない
設計とする。

機能要求①
機能要求②

第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

設計方針（悪影響防止） － － － 〇 －
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

－ － －

130
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する軽油貯槽は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加
工施設における重大事故等に対処するために必要な燃料を確保するため，
予備を含めた必要な容量を有する設計とする。

機能要求②
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

設計方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

－ － － 〇 －
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

－ －
＜容器＞
・個数
・容量

133
補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を
考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護を行うこと
により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

機能要求②
運用要求

第１軽油貯槽
第２軽油貯槽
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

－ － － 〇 －
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽
施設共通　基本設計方針

－ － －

138
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する軽油用タンクローリは，ＭＯＸ燃料加工施
設への燃料の補給を考慮し，十分な容量を確保することで，共用によって
重大事故時の対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①
機能要求②

軽油用タンクローリ 設計方針（悪影響防止） 〇 軽油用タンクローリ
＜容器＞
・容量

143

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する軽油用タンクローリは，再処理施設及びＭ
ＯＸ燃料加工施設における重大事故等に対処するために必要な燃料を確保
するために必要な容量を有する設計とするとともに，保有数は，必要数並
びに予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバックアップを含
め必要な台数を確保する設計とする。

機能要求② 軽油用タンクローリ
設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － 〇 － 軽油用タンクローリ － －
＜容器＞
・容量

146

補機駆動用燃料補給設備の軽油用タンクローリは，溢水量及び化学薬品の
漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防護
を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

機能要求②
運用要求

軽油用タンクローリ
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

－ － － 〇 －
軽油用タンクローリ
施設共通　基本設計方針

－ － －

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

第１回 第２回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

1120



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第47条：計装設備 

機能要求②抜粋 

 

1121



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十七条 計装設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更1）

仕様表 説明対象
申請対象設備
（1項変更1）

申請対象設備
（2項変更2）

申請対象設備
（別設工認1

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認2

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

15
重要計器及び重要代替計器は，再処理施設の状態を推定するための計測範
囲を有する設計とする。

機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針 ― ― ― 〇 計測制御設備 計測制御設備 ― ―
<計測装置>
・計測範囲
・警報動作範囲

29

計測制御設備の常設重要計器及び常設重要代替計器は，重大事故等の対処
に必要なパラメータを計測するために必要な計測範囲を有する設計とす
る。また，設計基準対象の施設の計測制御設備が計測範囲を超過した場合
は，可搬型重要計器又は可搬型重要代替計器にて必要なパラメータを計測
する設計とする。

機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― 〇 ― 計測制御設備 ― ―
<計測装置>
・計測範囲
・警報動作範囲

30

計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，重大事故等の
対処に必要なパラメータを計測するために必要な計測範囲を有する設計と
する。保有数は，必要数を確保するとともに，予備として故障時及び保守
点検による待機除外時のバックアップを必要数以上確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― 〇 ― 計測制御設備 ― ―
<計測装置>
・計測範囲

31

MOX燃料加工施設と共用する計測制御設備の可搬型重要計器は，再処理施設
及びMOX燃料加工施設における重大事故等対処に同時に対処することを考慮
した計測範囲及び個数を有することで，共用によって重大事故等時の対処
に影響を及ぼさない設計とする。保有数は，必要数を確保するとともに，
予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを必要数
以上確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― 〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

35
計測制御設備の可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器は，溢水量及び化
学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び
被液防護する設計とする。

機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― 〇 ― 計測制御設備 ― ― ―

46
パラメータの計測に必要な圧縮空気は，可搬型計測ユニット用空気圧縮機
から空気を供給する設計とする。

機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針 ― ― ― 〇 計測制御設備 ― ― ―
＜圧縮機＞
・容量

55

計測制御設備の可搬型重要計器は，重大事故等の対処に必要なパラメータ
を計測するために必要な計測範囲を有する設計とする。保有数は，必要数
を確保するとともに，予備として故障時及び保守点検による待機除外時の
バックアップを必要数以上確保する設計とする。また，可搬型空冷ユニッ
トＡ～Ｅ，可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型計測ユニッ
ト用空気圧縮機及びけん引車の保有数は，それぞれ必要数として1台，予備
として故障時及び待機除外時のバックアップを2台の合計３台確保する設計
とする。

機能要求②
設置要求

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― 〇 計測制御設備 ― ― ―
<計測装置>
・計測範囲

60

計測制御設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール
等水温，燃料貯蔵プール等空間線量率のパラメータを計測する可搬型重要
計器を含む。）は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受け
ない高さへの保管，被水防護及び被液防護する設計とする。

機能要求②
計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

設計方針（環境条件等） ― ― ― 〇 計測制御設備 ― ― ― ―

94

情報把握計装設備可搬型発電機は，重大事故等に対処するために必要な電
力を確保するために必要な容量を有する設計とし，保有数は，必要数とし
て重大事故等の対処に必要な個数を有する設計とするとともに，故障時の
バックアップを必要数以上確保する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

計装設備
（許可文中、第6.2.1-4表(1)、第6.2.1-1～4図）

制御室
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～11
図）

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― 〇 ―
計測制御設備

制御室
― ―

＜発電機＞
・容量
・燃料

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

第1回 第2回

1122



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第48条：制御室 

機能要求②抜粋 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表

32

　制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風機は，想定される重大
事故等時に実施組織要員が中央制御室にとどまるために十分な換気風量
を有する設計とするとともに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含
めた数量を有する設計とする。

評価要求
機能要求②

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第
6.2.5-10～11図）

【機能要求②】
中央制御室送風機
中央制御室フィルタユニット
主配管 基本方針

評価（居住性評価）
設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ○ ―
中央制御室送風機
中央制御室フィルタユニット
主配管

― ―

＜ファン＞
容量

＜フィルタ＞
容量
効率

主要寸法
主要材料
＜配管＞
主要寸法
主要材料

33

　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機は，想定
される重大事故等時に実施組織要員が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室にとどまるために十分な換気風量を有する設計とするとと
もに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた数量を有する設計と
する。

評価要求
機能要求②

制御室（制御室換気設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第
6.2.5-10～11図）

【機能要求②】
制御室送風機
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室
フィルタユニット
主配管 基本方針

評価（居住性評価）
設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ○

制御室送風機
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室
フィルタユニット
主配管

― ― ―

＜ファン＞
容量

＜フィルタ＞
容量
効率

主要寸法
主要材料
＜配管＞
主要寸法
主要材料

50

　代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制御室送風機は，想定さ
れる重大事故等時に実施組織要員が中央制御室にとどまるために十分な
換気風量を確保するために必要な台数を有する設計とする。

評価要求
機能要求②

制御室（制御室換気設備）（許可文
中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～
11図）

【機能要求②】
代替中央制御室送風機
可搬型ダクト

基本方針
評価（居住性評価）
設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ○ ―
代替中央制御室送風機
可搬型ダクト

― ―

＜ファン＞
容量

＜配管＞
主要寸法
主要材料

52

　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の代替制御室送風機
は，想定される重大事故等時に実施組織要員が使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設の制御室にとどまるために十分な換気風量を確保するため
に必要な台数を有する設計とする。

評価要求
機能要求②

制御室（制御室換気設備）（許可文
中、第6.2.5-1表（1）、第6.2.5-10～
11図）

【機能要求②】
代替制御室送風機
可搬型ダクト

基本方針
評価（居住性評価）
設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ○
代替制御室送風機
可搬型ダクト

― ― ―

＜ファン＞
容量

＜配管＞
主要寸法
主要材料

92

　中央制御室遮蔽は，重大事故等が発生した場合において，代替制御建
屋中央制御室換気設備若しくは制御建屋中央制御室換気設備の機能とあ
いまって中央制御室にとどまる実施組織要員及びMOX燃料加工施設から中
央制御室に移動する要員の実効線量が7日間で100mSvを超えない設計とす
る。

評価要求
機能要求②

制御室（制御室遮蔽設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第
6.2.5-10～11図）

【機能要求②】
中央制御室遮蔽

基本方針
評価（居住性評価）
設計方針（遮蔽体厚さ）

― ― ― ○ ― 中央制御室遮蔽 ― ―
＜建物・構築物

＞
厚さ

93

　制御室遮蔽は，重大事故等が発生した場合において，代替使用済燃料
受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備若しくは使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
制御室換気設備の機能とあいまって使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室
にとどまる実施組織要員の実効線量が7日間で100mSvを超えない設計とす
る。

評価要求
機能要求②

制御室（制御室遮蔽設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第
6.2.5-10～11図）

【機能要求②】
制御室遮蔽

基本方針
評価（居住性評価）
設計方針（遮蔽体厚さ）

― ― ― ○ 制御室遮蔽 ― ― ―
＜建物・構築物

＞
厚さ

100

4.2.5.5 制御室環境測定設備
　重大事故等が発生した場合において，制御室環境測定設備は，制御室
内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が活動に支障がない
範囲にあることを把握できる設計とする。

機能要求②

制御室（制御室環境測定設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第
6.2.5-10～11図）

基本方針
設計方針（個数及び容
量） ― ― ― ○

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
の制御室環境測定設備
（酸素濃度計）
（二酸化炭素濃度計）
（窒素酸化物濃度計）

中央制御室環境測定設備
（酸素濃度計）
（二酸化炭素濃度計）
（窒素酸化物濃度計）

― ―
＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲

120

4.2.5.6 制御室放射線計測設備
　重大事故等が発生した場合において，制御室放射線計測設備は，制御
室内の線量当量率及び空気中の放射性物質濃度が活動に支障がない範囲
にあることを把握できる設計とする。

機能要求②

制御室（制御室放射線計測設備）
（許可文中、第6.2.5-1表（1）、第
6.2.5-10～11図）

【機能要求②】
ガンマ線サーベイメータ（SA）
アルファ・ベータ線用サーベイメータ
（SA）

基本方針
設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ○

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
の制御室放射線計測設備
（ガンマ線用サーベイメータ（SA））
（アルファ・ベータ線用サーベイメー
タ（SA)）

中央制御室放射線計測設備
（ガンマ線用サーベイメータ（SA））
（アルファ・ベータ線用サーベイメー
タ（SA)）

― ―
＜計測装置＞
・検出器の種類
・計測範囲

・「説明対象」について

〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目

△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

－：当該申請回次で記載しない項目

第１Ｇｒ 第２回

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

1124



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）共通00 別紙１一覧 

（第2Gr分抜粋） 
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第４条：核燃料物質の臨界防止 

1126



別紙１➀ 
基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第四条 （核燃料物質の臨界防止）（1 / 12） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
（核燃料物質の臨界防止） 

 

第四条 

 安全機能を有する施設は、核燃料物質の取

扱い上の一つの単位 (次項において「単一ユ

ニット」という。) において、運転時に予想

される機械若しくは器具の単一の故障若しく

はその誤作動又は運転員の単一の誤操作が起

きた場合に、核燃料物質が臨界に達するおそ

れがないよう、核燃料物質を収納する機器の

形状寸法の管理、核燃料物質の濃度、質量若

しくは同位体の組成の管理若しくは中性子吸

収材の形状寸法、濃度若しくは材質の管理又

はこれらの組合せにより臨界を防止するため

の措置その他の適切な措置が講じられたもの

でなければならない。 

①,②,⑤,⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 章 共通項目 

1. 核燃料物質の臨界防止 

1.1 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

安全機能を有する施設は，再処理施設の運

転中及び停止中において想定される，系統及

び機器（ここでいう機器は，配管を含み，以

下「機器」という。）の単一故障若しくはそ

の誤動作又は運転員の単一の誤操作を想定し

た場合において，核燃料物質が臨界に達する

おそれがないようにするとともに，臨界管理

上重要な施設に対しては，臨界が発生した場

合にも，その影響を緩和できる設計とする。

① 

 

 

 

 

(1) 単一ユニットの臨界安全設計 

核燃料物質の取扱い上の一つの単位（以下

「単一ユニット」という。）については，形

状寸法管理，濃度管理，質量管理，同位体組

成管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの

組合せにより，臨界を防止する設計とする。

②-1 

単一ユニットの臨界安全設計に当たり，こ

れらの管理に対して適切な核的制限値（臨界

管理を行う体系の未臨界確保のために設定す

る値）を設定する。②-2 

核的制限値の設定に当たっては，取り扱う

核燃料物質の物理的・化学的性状，カドミウ

ムとほう素及びガドリニウムの中性子の吸収

効果，酸化物中の水分濃度，溶解槽中のペレ

ット間隔，エンドピース酸洗浄槽中のペレッ

ト間隔及び水の密度による減速条件並びにセ

ル壁構造材及び機器構造材の反射条件に関

し，工程，ユニットの設置環境及び使用済燃

料の仕様も含めて，それぞれの想定される状

態の変動の範囲において，中性子増倍率が最

も大きくなる場合を仮定し，計算コードの計

算誤差も含めて，十分な安全余裕を見込んで

設定する。②-3 

核的制限値は，未臨界であることを保証で

きる値以下に設定し，その設定に当たって

は，核的制限値に対応する単一ユニットとし

ての実効増倍率が，十分に検証された計算コ

ードシステムで 0.95 以下となる設計とする。

②-4 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

 

(１) 核燃料物質の臨界防止に関する構造 

再処理施設の運転中及び停止中において想

定される，系統及び機器（ここでいう機器

は，配管を含み，以下「機器」という。）の

単一故障若しくはその誤動作又は運転員の単

一の誤操作を想定した場合において，核燃料

物質が臨界に達するおそれがないようにする

とともに，臨界管理上重要な施設に対して

は，臨界が発生した場合にも，その影響を緩

和できるよう，【①】核燃料物質の臨界防止

に係る再処理施設の設計の基本方針を以下の

とおりとする。□1  

 

 

 

(ⅰ)単一ユニットの臨界安全設計 

核燃料物質の取扱い上の一つの単位（以下

「単一ユニット」という。）については，形

状寸法管理，濃度管理，質量管理，同位体組

成管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの

組合せにより臨界を防止する設計とする。

【②-1】設計に当たり，これらの管理に対し

て適切な核的制限値（臨界管理を行う体系の

未臨界確保のために設定する値）を設定す

る。【②-2】核的制限値の設定に当たって

は，取り扱う核燃料物質の物理的・化学的性

状，カドミウム，ほう素等の中性子の吸収効

果，酸化物中の水分濃度等の減速条件及び構

造材の反射条件に関し，工程及びユニットの

設置環境，使用済燃料の仕様も含めて，それ

ぞれの想定される状態の変動の範囲におい

て，中性子増倍率が最も大きくなる場合を仮

定し，計算コードの計算誤差も含めて，十分

な安全余裕を見込んで設定する。②-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 

 

 

安全機能を有する施設は，【①】再処理施

設の運転中及び停止中において想定される系

統及び機器の単一故障若しくはその誤動作又

は運転員の単一の誤操作を想定した場合にお

いて，核燃料物質が臨界に達することがない

ようにするため，核的に安全な形状にするこ

とその他の適切な措置を講ずる。◇1  

また，臨界管理上重要な施設に対しては，

臨界が発生した場合にも，その影響を緩和で

きるよう，臨界の発生を直ちに検知するため

臨界警報装置を設けるとともに，中性子吸収

材の注入による未臨界措置が講じられる設計

とする。臨界防止に対する設計方針は，以下

のとおり。◇1 ,◇2  

 

(１)単一ユニットの臨界安全設計 

核燃料物質の取扱い上の一つの単位（以下

「単一ユニット」という。）については，形

状寸法管理，濃度管理，質量管理，同位体組

成管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの

組合せにより，臨界を防止する設計とする。

設計に当たり，これらの管理に対して適切な

核的制限値（臨界管理を行う体系の未臨界確

保のために設定する値）を設定する。◇1  

核的制限値の設定に当たっては，取り扱う

核燃料物質の物理的・化学的性状並びにカド

ミウム，ほう素及びガドリニウム【②-3】の

中性子の吸収効果，酸化物中の水分濃度，溶

解槽中のペレット間隔，エンドピース酸洗浄

槽中のペレット間隔及び水の密度による減速

条件並びにセル壁構造材及び機器構造材の反

射条件に関し，【②-3】工程，ユニットの設

置環境及び使用済燃料の仕様も含めて，それ

ぞれの想定される状態の変動の範囲におい

て，中性子増倍率が最も大きくなる場合を仮

定し，計算コードの計算誤差も含めて，十分

な安全余裕を見込んで設定する。◇1  
 

核的制限値に対応する単一ユニットとして

の実効増倍率が，ＪＡＣＳ，ＬＥＯＰＡＲＤ

等の【◇3 】十分に検証された計算コードシス

テムで 0.95 以下となるようにする。②-4 

 

また，核的制限値は，未臨界であることを

保証できる値以下に設定し，その設定に当た

っては，十分に検証された計算コードシステ

ムで計算された実効増倍率が0.95以下となる

ようにする。②-4 

発電炉の基本設計方針に

ついては，当該条文の比

較対象となる基本設計方

針がないため記載しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-1（P4 より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-3（P10 より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【凡例】 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 
波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 
灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 
  ：許可からの変更点等 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 
（並列関係が分かりやすいように適正化した） 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 
（単一ユニットの設計であることを

明確にした） 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 
（基本設計方針として設計思想を述

べているため、語尾を適正化した。） 
（以下同じ） 

①(P10)から 
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２  安全機能を有する施設は、単一ユニット

が二つ以上存在する場合において、運転時に

予想される機械若しくは器具の単一の故障若

しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作

が起きた場合に、核燃料物質が臨界に達する

おそれがないよう、単一ユニット相互間の適

切な配置の維持若しくは単一ユニットの相互

間における中性子の遮蔽材の使用又はこれら

の組合せにより臨界を防止するための措置が

講じられたものでなければならない。 

①,③,④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

濃度管理，質量管理及び可溶性中性子吸収

材による臨界管理を行う系統及び機器は，そ

の単一故障若しくは誤動作又は運転員の単一

誤操作を想定しても，臨界にならない設計と

するとともに，臨界管理されている系統及び

機器から単一故障若しくは誤動作又は運転員

の単一誤操作によって，臨界管理されていな

い系統及び機器へ核燃料物質が流入すること

がない設計とする。②-5 

なお，プルトニウム溶液を内包する機器

は，原則として液体の核燃料物質を内包する

機器において，濃度に制限値を設定する必要

がないように設計する形状寸法管理（以下

「全濃度安全形状寸法管理」という。）及び

必要に応じて中性子吸収材を併用した設計と

する。②-6 

 

 

 

(2) 複数ユニットの臨界安全設計 

二つ以上の単一ユニットが存在する場合

（以下「複数ユニット」という。）について

は，単一ユニット相互間の適切な配置の維持

及び単一ユニット相互間への中性子吸収材の

使用並びにこれらの組合せにより臨界を防止

する設計とする。③-1 

複数ユニットの臨界安全設計に当たり，単

一ユニット相互間の中性子相互干渉を考慮

し，直接的に計量可能な単一ユニット相互間

の配置，間接的に管理可能な単一ユニット相

互間の配置，中性子吸収材の配置及び形状寸

法について適切な核的制限値を設定する。③-

2 

核的制限値の設定に当たっては，単一ユニ

ット相互間の中性子の吸収効果，減速条件及

び反射条件に関し，核燃料物質移動時の核燃

料物質の落下，転倒及び接近の可能性も踏ま

え，それぞれの想定される変動の範囲におい

て，反応度が最も大きくなる場合を仮定し，

計算コードの計算誤差を含めて，十分な安全

余裕を見込んで設定する。③-3 

核的制限値に対応する複数ユニットとして

の実効増倍率が，十分に検証された計算コー

ドシステムで 0.95 以下となる設計とする。③

-4 

 

 

 

 

 

 

濃度管理，質量管理及び可溶性中性子吸収

材による臨界管理を行う系統及び機器は，そ

の単一故障又は誤動作若しくは運転員の単一

誤操作を想定しても，臨界にならない設計と

するとともに，臨界管理されている系統及び

機器から単一故障又は誤動作若しくは運転員

の単一誤操作によって，臨界管理されていな

い系統及び機器へ核燃料物質が流入すること

がないよう設計する。②-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ)複数ユニットの臨界安全設計 

二つ以上の単一ユニットが存在する場合

（以下「複数ユニット」という。）について

は，単一ユニット相互間の適切な配置の維持

及び単一ユニット相互間への中性子吸収材の

使用並びにこれらの組合せにより臨界を防止

する設計とする。【③-1】また，単一ユニッ

ト相互間の中性子相互干渉を考慮し，直接的

に計量可能な単一ユニット相互間の配置，間

接的に管理可能な単一ユニット相互間の配

置，中性子遮蔽材の配置及び形状寸法につい

て適切な核的制限値を設定する。③-2 

 

 

核的制限値の設定に当たっては，単一ユニ

ット相互間の中性子の吸収効果，減速条件及

び反射条件に関し，核燃料物質移動時の核燃

料物質の落下，転倒及び接近の可能性も踏ま

え，それぞれの想定される変動の範囲におい

て，反応度が最も大きくなる場合を仮定し，

計算コードの計算誤差も含めて，十分な安全

余裕を見込んで設定する。③-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

濃度管理，質量管理及び可溶性中性子吸収

材による臨界管理を行う系統及び機器は，そ

の単一故障又は誤動作若しくは運転員の単一

誤操作を想定しても，臨界にならない設計と

するとともに，臨界管理されている系統及び

機器から単一故障又は誤動作若しくは運転員

の単一誤操作によって，臨界管理されていな

い系統及び機器へ核燃料物質が流入すること

がないよう設計する。◇1  

なお，プルトニウム溶液を内包する機器

は，原則として全濃度安全形状寸法管理及び

必要に応じて中性子吸収材の併用による臨界

安全設計を行う。（ここでいう全濃度安全形

状寸法管理は，液体の核燃料物質を内包する

機器において，濃度に制限値を設定する必要

がないように設計する形状寸法管理であり，

以下「全濃度安全形状寸法管理」という。）

②-6 
 

(２)複数ユニットの臨界安全設計 

二つ以上の単一ユニットが存在する場合

（以下，「複数ユニット」という。）につい

ては，単一ユニット相互間の適切な配置の維

持及び単一ユニット相互間への中性子吸収材

の使用並びにこれらの組合せにより臨界を防

止する設計とする。【◇1 】また，単一ユニッ

ト相互間の中性子相互干渉を考慮し，直接的

に計量可能な単一ユニット相互間の配置，間

接的に管理可能な単一ユニット相互間の配

置，中性子吸収材【③-2】の配置及び形状寸

法について適切な核的制限値を設定する。◇1  

 

 

核的制限値の設定に当たっては，単一ユニ

ット相互間の中性子の吸収効果，減速条件及

び反射条件に関し，核燃料物質移動時の核燃

料物質の落下，転倒及び接近の可能性も踏ま

え，それぞれの想定される変動の範囲におい

て，反応度が最も大きくなる場合を仮定し，

計算コードの計算誤差を含めて，十分な安全

余裕を見込んで設定する。◇1  

また，核的制限値に対応する複数ユニット

としての実効増倍率が，ＪＡＣＳ，ＬＥＯＰ

ＡＲＤ等の【◇3 】十分に検証された計算コー

ドシステムで 0.95 以下となるようにする。③

-4 

 

十分に検証された計算コードシステムを使

用する場合には，計算により得られた実効増

倍率が0.95以下であること。③-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-6（P10 より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 
（技術基準規則の第四条１項の記載に合わ

せた。p.1 許可本文、1 段落目の「又は」及び

「若しくは」の記載と統一） 

②(P11)から 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 
（複数ユニットの設計であることを

明確にした） 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 
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３  再処理施設には、臨界警報設備その他の

臨界事故を防止するために必要な設備が設け

られていなければならない。 

①,⑦,⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数ユニットの核的制限値の維持について

は，十分な構造強度をもつ構造材を使用する

等適切な対策を講ずる設計とする。④ 

 

(3) その他の臨界安全設計 

臨界安全管理を行う機器から臨界安全管理

対象外の機器への溶液の移送については，溶

液の移送に係る誤操作を防止するための施錠

管理を行った上で，濃度分析を伴う回分操作

により管理する設計とする。⑤ 

臨界安全管理を行う機器から臨界安全管理

対象外の機器へ溶液を連続的に移送する場合

は，計測制御系統施設の放射線検出器により

核燃料物質濃度が有意量以下であることを監

視する設計とする。⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全機能を有する施設は，臨界事故を防止

するため技術的に見て想定されるいかなる場

合でも臨界とならない設計とする。【①】ま

た，臨界が発生する可能性は極めて低いと考

えられるが，臨界事故を想定しても，公衆及

び従事者の被ばくの影響を最小限に抑えるた

め，必要に応じて臨界警報装置及び可溶性中

性子吸収材を注入する設備を設置する設計と

する。⑦,⑧ 

 

 

 

設計基準事故として臨界を想定している溶

解施設の溶解槽並びに臨界事故を想定した場

合に，従事者に著しい放射線被ばくをもたら

すおそれのあるセル及び室の周辺には，臨界

の発生を直ちに検知するため臨界警報装置を

設置する設計とする。⑦ 

なお，臨界警報装置に係る設計方針につい

ては，第２章 個別項目の「6. 放射線管理

施設」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

複数ユニットの核的制限値の維持について

は，十分な構造強度をもつ構造材を使用する

等適切な対策を講ずる設計とする。④ 

 

(ⅲ)その他の臨界安全設計 

臨界安全管理を行う機器から臨界安全管理

対象外の機器への液移送については，誤操作

を防止するための施錠管理を行った上で，濃

度分析を伴う回分操作により管理する設計と

する【⑤】が，連続液移送を行う場合は，放

射線検出器により核燃料物質濃度が有意量以

下であることを監視する設計とする。⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準事故として臨界を想定している溶

解施設の溶解槽並びに臨界事故を想定した場

合に，従事者に著しい放射線被ばくをもたら

すおそれのあるセル及び室の周辺には，臨界

の発生を直ちに検知するため臨界警報装置を

設置する。⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数ユニットの核的制限値の維持について

は，十分な構造強度をもつ構造材を使用する

等適切な対策を講ずる設計とする。◇1  

 

(３)その他の臨界安全設計 

臨界安全管理を行う機器から臨界安全管理

対象外の機器への液移送については，誤操作

を防止するための施錠管理を行った上で，濃

度分析を伴う回分操作により管理する設計と

するが，連続液移送を行う場合は，放射線検

出器により核燃料物質濃度が有意量以下であ

ることを監視する設計とする。【◇1 】分析を

伴う回分操作で臨界安全管理を行う場合のウ

ラン及びプルトニウムの同位体分析並びにウ

ラン及びプルトニウムの濃度分析は，標準試

料と逐次並行分析を行い，複数回の測定を実

施する分析管理とする。◇4  
 

中性子吸収材として使用するほう素入りコ

ンクリートについては，十分なほう素濃度を

有するものを使用する設計とする。また，外

側をステンレス鋼で保護する設計とする。◇5  
 

(10) 安全機能を有する施設は，臨界事故を防

止するため技術的に見て想定されるいかなる

場合でも臨界とならない設計とする。【①】

また，万一の臨界事故に備え，必要に応じて

臨界警報装置及び可溶性中性子吸収材を注入

する設備を設置する。⑦,⑧ 

 

臨界が発生する可能性は極めて低いと考え

られるが，臨界事故を想定しても，公衆及び

従事者の被ばくの影響を最小限に抑えるた

め，以下の対策を講ずる設計とする。⑦,⑧ 

 

ａ．設計基準事故として臨界を想定している

溶解施設の溶解槽並びに臨界事故を想定した

場合に，従事者に著しい放射線被ばくをもた

らすおそれのあるセル及び室の周辺には，臨

界の発生を直ちに検知するため臨界警報装置

を設置する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦,⑧（P11 より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

記載の拡充及び適正化。 
（対象の明確化及び施設名の追加） 

【「等」の解説】 

「十分な構造強度をもつ構造材を使用する

等」の指す内容は、通常時に作用している

荷重に対して発生する変形が過大とならな

いように、十分な構造強度をもつ構造材を

用いて固定することであり、固定することが

困難な設備・機器の場合は、設備・機器の

周囲にユニット相互間の間隔を維持するた

めの剛構造物を取り付ける又は移動範囲

を制限する設計とすることであり、添付書

類「Ⅰ－１ 安全機能を有する施設の臨界

防止に関する説明書」に示すため、当該箇

所では許可の記載を用いた。 

③(P9)から 
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臨界管理上重要な施設である溶解施設の溶

解槽は，万一，臨界が発生した場合において

も，可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び可

溶性中性子吸収材緊急供給系により，自動で

中性子吸収材の注入による未臨界措置が講じ

られる設計とする。⑧ 

なお，可溶性中性子吸収材緊急供給回路に

係る設計方針については，第２章 個別項目

の「2.2  溶解施設」の「2.2.1  溶解設

備」，「4.1 計測制御設備」及び「4.2 安

全保護回路」に示す。 

 

 

 

臨界管理上重要な施設である溶解施設の溶

解槽は，【⑧】形状管理，濃度管理，質量管

理等の管理方法の組合せで臨界を防止する設

計とし，【②-1】万一，臨界が発生した場合

においても，可溶性中性子吸収材緊急供給回

路及び可溶性中性子吸収材緊急供給系によ

り，自動で中性子吸収材の注入による未臨界

措置が講じられる設計とする。⑧ 

 

 

 

 

ｂ．多数の管理方法の組合せで臨界を防止し

ていることにより，臨界管理上重要な施設と

している溶解施設の溶解槽では，万一臨界が

発生した場合においても，可溶性中性子吸収

材緊急供給回路及び可溶性中性子吸収材緊急

供給系により，自動で中性子吸収材の注入に

よる未臨界措置が講じられる設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

(４)主要施設の臨界安全設計の概要方針は，

次のとおりである。 

ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，

使用済燃料集合体の燃焼度及び使用済燃料集

合体平均濃縮度（以下「平均濃縮度」とい

う。）に応じて適切な燃料間隔をとることに

よる臨界安全設計とする。◇6  
また，燃料取出し装置及び燃料取扱装置

は，使用済燃料集合体を１台当たり一時に１

体ずつ取り扱う設計とする。◇6  
 

ｂ．せん断処理施設 

燃料供給設備の燃料横転クレーン及びせん

断処理設備のせん断機は，使用済燃料集合体

を１台当たり一時に１体ずつ取り扱う設計と

する。◇6  
また，せん断機は，溶解槽への使用済燃料

の過剰装荷の防止及びエンドピース酸洗浄槽

への有意量の核燃料物質の流入を防止するた

めに，せん断停止系を設ける設計とする。

◇6 ,◇7 ,◇8  
 

ｃ．溶解施設 

(ａ)溶解設備 

溶解設備は，濃度管理と形状寸法管理との

組合せによる管理方法（以下「制限濃度安全

形状寸法管理」という。），濃度管理，質量

管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組

合せによる臨界安全設計とする。◇6  
ⅰ．溶解槽 

溶解槽は，制限濃度安全形状寸法管理，装

荷量制限による質量管理及び初期濃縮度に応

じた所定の燃焼度未満の使用済燃料集合体を

溶解する場合は可溶性中性子吸収材の使用に

よる臨界安全設計とする。なお，可溶性中性

子吸収材を使用する場合は，下流の計量・調

整槽及び計量補助槽までは可溶性中性子吸収

材の存在を前提とした臨界安全設計とする。

 

 

 

②-1（P1 へ） 
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◇6  
また，万一，溶解槽で臨界になった場合に

対処するために，可溶性中性子吸収材緊急供

給回路（安全保護回路）及び可溶性中性子吸

収材緊急供給系を設ける。◇6 ,◇7 ,◇8  
ⅱ．第１よう素追出し槽等 

第１よう素追出し槽，第２よう素追出し槽及

び中間ポットは，濃度管理による臨界安全設

計とする。◇6  
ⅲ．エンドピース酸洗浄槽 

エンドピース酸洗浄槽は，濃度管理による臨

界安全設計とする。◇6  
 

(ｂ)清澄・計量設備 

清澄・計量設備は，濃度管理，同位体組成

管理及びこれらの組合せによる臨界安全設計

とする。◇6  
ⅰ．中継槽等 

中継槽，清澄機，リサイクル槽，計量前中

間貯槽，計量・調整槽及び計量補助槽は，濃

度管理による臨界安全設計とする。さらに，

計量・調整槽において下流工程の臨界安全の

ために，調整後の溶解液のウラン及びプルト

ニウムの同位体組成及び濃度が核的制限値

（ウラン－235≦1.6ｗｔ％，プルトニウム－

240≧17ｗｔ％等）を満足することを分析によ

り確認する設計とする。◇6  
ⅱ．計量後中間貯槽 

計量後中間貯槽は，濃度管理による臨界安

全設計とする。◇6  
 

ｄ．分離施設 

分離施設は，ウラン及びプルトニウムの同

位体組成について，ウラン－235 が 1.6ｗｔ％

以下及びプルトニウム－240 が 17ｗｔ％以上

であることを前提とした臨界安全設計とす

る。なお，ウラン－235 の同位体組成比が 1.6

ｗｔ％以下のウラン硝酸溶液については，い

かなるウラン濃度に対しても未臨界である。

◇6  
(ａ)分離設備及び分配設備 

分離設備及び分配設備は，全濃度安全形状

寸法管理，制限濃度安全形状寸法管理，濃度

管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組

合せによる臨界安全設計とする。◇6  
ⅰ．抽出塔等 

抽出塔，第１洗浄塔，第２洗浄塔，ＴＢＰ

洗浄塔，プルトニウム分配塔，ウラン洗浄

塔，プルトニウム溶液ＴＢＰ洗浄器，プルト

ニウム溶液受槽及びプルトニウム溶液中間貯

槽は，中性子吸収材を併用した全濃度安全形
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状寸法管理による臨界安全設計とする。◇6  
ⅱ．補助抽出器及びＴＢＰ洗浄器 

補助抽出器及びＴＢＰ洗浄器は，中性子吸

収材を併用した制限濃度安全形状寸法管理に

よる臨界安全設計とする。◇6  
ⅲ．溶解液中間貯槽等 

溶解液中間貯槽，溶解液供給槽，抽出廃液

受槽，補助抽出廃液受槽，抽出廃液中間貯槽

及びプルトニウム洗浄器は，濃度管理による

臨界安全設計とする。◇6  
 

(ｂ)分離建屋一時貯留処理設備 

分離建屋一時貯留処理設備のプルトニウム

溶液を内包する一時貯留処理槽は，濃度管理

又は中性子吸収材を併用した全濃度安全形状

寸法管理による臨界安全設計とする。◇6  
 

ｅ．精製施設 

精製施設は，ウラン及びプルトニウムの同

位体組成について，ウラン－235 が 1.6ｗｔ％

以下及びプルトニウム－240 が 17ｗｔ％以上

であることを前提とした臨界安全設計とす

る。◇6  
(ａ)プルトニウム精製設備 

プルトニウム精製設備は，全濃度安全形状

寸法管理，濃度管理及び中性子吸収材管理並

びにこれらの組合せによる臨界安全設計とす

る。◇6  
ⅰ．第１酸化塔等 

第１酸化塔，第１脱ガス塔，ウラン洗浄

塔，補助油水分離槽，第２酸化塔，第２脱ガ

ス塔及びプルトニウム濃縮缶は，全濃度安全

形状寸法管理による臨界安全設計とする。◇6  
ⅱ．抽出塔等 

抽出塔，核分裂生成物洗浄塔，ＴＢＰ洗浄

塔，逆抽出塔，ＴＢＰ洗浄器，プルトニウム

洗浄器及びプルトニウム溶液を内包する槽

は，中性子吸収材を併用した全濃度安全形状

寸法管理による臨界安全設計とする。◇6  
ⅲ．低濃度プルトニウム溶液受槽 

低濃度プルトニウム溶液受槽は，濃度管理

による臨界安全設計とする。◇6  
 

(ｂ)精製建屋一時貯留処理設備 

精製建屋一時貯留処理設備のプルトニウム

溶液を内包する一時貯留処理槽は，濃度管理

又は中性子吸収材を併用した全濃度安全形状

寸法管理による臨界安全設計とする。◇6  
(ｃ)漏えい液受皿 

プルトニウムの無限体系の未臨界濃度（8.2

ｇ／Ｌ）以上のプルトニウムを内包する機器
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を収納するセルの漏えい液受皿は，セル内で

プルトニウム濃度の最も高い溶液が，セル内

で漏えい量が最大となる箇所から漏えいした

ことを想定しても，臨界とならないよう液厚

を制限する形状寸法管理による臨界安全設計

とする。◇6  
 

ｆ．脱硝施設 

脱硝施設は，ウラン及びプルトニウムの同

位体組成について，ウラン－235 が 1.6ｗｔ％

以下及びプルトニウム－240 が 17ｗｔ％以上

であることを前提とした臨界安全設計とす

る。◇6  
(ａ)ウラン脱硝設備 

ウラン脱硝設備は，形状寸法管理及び質量

管理による臨界安全設計とする。◇6  
ⅰ．脱硝塔等 

脱硝塔，シール槽，ＵＯ３受槽，規格外製

品受槽，規格外製品容器及びＵＯ３溶解槽

は，形状寸法管理による臨界安全設計とす

る。ただし，脱硝塔は，塔内温度の管理によ

り塔内のウラン酸化物（以下「ＵＯ３」とい

う。）粉末の含水率を低く抑える設計とす

る。◇6  
ⅱ．充てん台車及び貯蔵容器クレーン 

充てん台車及び貯蔵容器クレーンは，ウラ

ン酸化物貯蔵容器を一時に１本ずつ取り扱う

設計とする。◇6  
 

(ｂ)ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備は，形

状寸法管理，濃度管理，質量管理及び中性子

吸収材管理並びにこれらの組合せによる臨界

安全設計とする。◇6  
ⅰ．硝酸プルトニウム貯槽等 

硝酸プルトニウム貯槽，混合槽，一時貯槽

及び凝縮廃液受槽は，中性子吸収材を併用し

た全濃度安全形状寸法管理による臨界安全設

計とする。さらに，混合槽において下流工程

の臨界安全のために，混合調整後のウラン濃

度に対するプルトニウム濃度の比（プルトニ

ウム／ウラン）が 1.5 以下であることを分析

により確認する設計とする。◇6  
ⅱ．定量ポット等 

定量ポット，中間ポット及び凝縮廃液ろ過

器は，形状寸法管理による臨界安全設計とす

る。◇6  
ⅲ．脱硝装置（脱硝皿） 

脱硝皿は，脱硝皿へのウラン・プルトニウ

ム混合溶液の注入量を，定量ポットで一定量

に制限する質量管理を行い，脱硝の過程を考
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慮した形状寸法管理による臨界安全設計とす

る。◇6  
ⅳ．脱硝皿取扱装置 

脱硝皿取扱装置は，質量管理による臨界安

全設計とし，脱硝皿を一時に最大５皿取り扱

う設計とする。◇6  
ⅴ．凝縮廃液貯槽 

凝縮廃液貯槽は，濃度管理による臨界安全

設計とする。◇6  
ⅵ．焙焼炉等 

焙焼炉，還元炉，固気分離器，粉末ホッ

パ，粉砕機，保管容器，混合機及び粉末充て

ん機は，形状寸法管理による臨界安全設計と

する。◇6  
ⅶ．保管ピット 

保管ピットは保管容器の適切な配置による

臨界安全設計とし，各ピットに保管容器を１

本ずつ収納する設計とする。◇6  
ⅷ. 保管容器移動装置等 

保管容器移動装置，保管昇降機，粉末缶払

出装置，充てん台車及び搬送台車は，保管容

器等を一時に１本ずつ取り扱う設計とする。

◇6  
ⅸ. 漏えい液受皿 

プルトニウムの無限体系の未臨界濃度（8.2

ｇ／Ｌ）以上のプルトニウムを内包する機器

を収納するセルの漏えい液受皿は，セル内で

プルトニウム濃度の最も高い溶液が，セル内

で漏えい量が最大となる箇所から漏えいした

ことを想定しても，臨界とならないよう液厚

を制限する形状寸法管理による臨界安全設計

とする。◇6  
 

ｇ．製品貯蔵施設 

製品貯蔵施設は，ウラン及びプルトニウム

の同位体組成について，ウラン－235 が 1.6ｗ

ｔ％以下及びプルトニウム－240 が 17ｗｔ％

以上であることを前提とした臨界安全設計と

する。◇6  
(ａ)ウラン酸化物貯蔵設備 

ウラン酸化物貯蔵設備は，形状寸法管理，

質量管理及び中性子吸収材管理並びにこれら

の組合せによる臨界安全設計とする。◇6  
ⅰ．貯蔵バスケット 

貯蔵バスケットは，中性子吸収材を併用し

たウラン酸化物貯蔵容器の適切な配置による

臨界安全設計とする。◇6  
ⅱ．ウラン酸化物貯蔵容器 

ウラン酸化物貯蔵容器は，形状寸法管理に

よる臨界安全設計とする。◇6  
ⅲ．貯蔵容器搬送台車及び移載クレーン 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
貯蔵容器搬送台車及び移載クレーンは，ウ

ラン酸化物貯蔵容器を一時に１本ずつ取り扱

う設計とする。◇6  
 

(ｂ)ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設

備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備

は，形状寸法管理及び質量管理並びにこれら

の組合せによる臨界安全設計とする。◇6  
ⅰ．粉末缶 

粉末缶は，質量管理による臨界安全設計と

する。◇6  
ⅱ．混合酸化物貯蔵容器 

混合酸化物貯蔵容器は，粉末缶を最大３缶

収納する設計とするとともに形状寸法管理に

よる臨界安全設計とする。◇6  
ⅲ．貯蔵ホール 

貯蔵ホールは混合酸化物貯蔵容器の適切な

配置による臨界安全設計とし，各ホールに混

合酸化物貯蔵容器を１本ずつ収納する設計と

する。◇6  
ⅳ．昇降機及び混合酸化物貯蔵容器用台車 

昇降機及び混合酸化物貯蔵容器用台車は，

混合酸化物貯蔵容器を一時に１本ずつ取り扱

う設計とする。◇6  
 

ｈ．その他再処理設備の附属施設 

(ａ)分析設備 

分析設備の分析済溶液処理系は，全濃度安

全形状寸法管理，濃度管理，質量管理及び中

性子吸収材管理並びにこれらの組合せによる

臨界安全設計とする。◇6  
 

1. 安全設計 

1.1 安全設計の基本方針 

1.1.1 安全機能を有する施設に関する基本方

針 

 

(10) 安全機能を有する施設は，臨界事故を防

止するため技術的に見て想定されるいかなる

場合でも臨界とならない設計とする。【①】

また，万一の臨界事故に備え，必要に応じて

臨界警報装置及び可溶性中性子吸収材を注入

する設備を設置する。⑦,⑧ 

 

 

1.7.6.1 配管及びダクトによる移送に関する

設計 

(4) プルトニウムを含む溶液を移送する配管

を収納する配管収納容器は，万一収納する配

管からプルトニウムを含む溶液が漏えいした

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③(P3)へ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
場合，漏えいした液を重力流で臨界管理され

た回収先に回収できる設計とすることによ

り，臨界を防止できる設計とする。◇9  

 

1.7.6.2 容器による移送に関する設計 

液体状又は固体状の放射性物質を容器等に

より移送する場合は，以下の方針に基づき移

送する設計とする。 

(３) 容器は，内蔵する放射性物質の性状，量

等に応じて臨界防止対策を講ずる設計とす

る。◇10  

 

1.9.2 核燃料物質の臨界防止 

適合のための設計方針 

第１項について 

安全機能を有する施設は，核燃料物質が臨

界に達するおそれがないようにするため，以

下の方針に基づき設計する。◇1  

 

(１) 単一ユニットの臨界安全 

単一ユニットについては，形状寸法管理，

濃度管理，質量管理，同位体組成管理及び中

性子吸収材管理並びにこれらの組合せによ

り，適切な臨界安全設計を行い，それに応じ

て適切な核的制限値を設定し臨界安全を確保

する設計とする。◇1  

プルトニウム溶液を取り扱う機器は，原則

として全濃度安全形状寸法管理及び必要に応

じて中性子吸収材の併用による臨界安全設計

を行う。②-6 

核的制限値の設定に当たっては，取り扱う

核燃料物質の物理的・化学的性状並びにカド

ミウム，ほう素及びガドリニウム【②-3】の

中性子の吸収効果並びに酸化物中の水分濃

度，溶解槽中のペレット間隔，エンドピース

酸洗浄槽中のペレット間隔及び水の密度並び

にセル壁構造材及び機器構造材の反射条件に

関し，【②-3】工程，ユニットの設置環境及

び使用済燃料の仕様も含めて，それぞれの想

定される状態の変動の範囲において，中性子

増倍率が最も大きくなる場合を仮定し，計算

コードの計算誤差も含めて，十分な安全余裕

を見込んで設定する。◇1  

 

また，核的制限値は，未臨界であることを

保証できる値以下に設定し，その設定に当た

っては，十分に検証された計算コードシステ

ムで計算された実効増倍率が0.95以下となる

ようにする。②-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-6（P2 へ） 

 

 

②-3（P1 へ） 

 

 

 

 

②-3（P1 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①(P1)へ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
濃度管理，質量管理及び可溶性中性子吸収

材による臨界管理を行う系統及び機器は，そ

の単一故障又は誤動作若しくは運転員の単一

誤操作を想定しても，臨界にならない設計と

するとともに，臨界管理されている系統及び

機器から単一故障又は誤動作若しくは運転員

の単一誤操作によって，臨界管理されていな

い系統及び機器へ核燃料物質が流入すること

がないように設計する。◇1  

 

(２) 複数ユニットの臨界安全 

複数ユニットについては，単一ユニット相

互間の中性子相互干渉を考慮し，直接的に計

量可能な単一ユニット相互間の配置，間接的

に管理可能な単一ユニット相互間の配置，中

性子吸収材の配置及び形状寸法について適切

な核的制限値を設定し，臨界安全を確保する

設計とする。◇1  

核的制限値の設定に当たっては，単一ユニ

ット相互間の中性子の吸収効果，減速条件及

び反射条件に関し，核燃料物質移動時の核燃

料物質の落下，転倒及び接近の可能性も踏ま

え，それぞれの想定される変動の範囲におい

て，反応度が最も大きくなる場合を仮定し，

計算コードの計算誤差を含めて，十分な安全

余裕を見込んで設定する。◇1  

また，核的制限値は，未臨界であることを

保証できる値以下に設定するが，計算によっ

て未臨界を保証できる値を決めるに当たって

は，以下の判定基準に従うこととする。◇1  

 

 

十分に検証された計算コードシステムを使

用する場合には，計算により得られた実効増

倍率が0.95以下であること。③-4 

 

複数ユニットの核的制限値の維持について

は，十分な構造強度をもつ構造材を使用する

等適切な対策を講ずる設計とする。◇1  

 

第２項について 

臨界が発生する可能性は極めて低いと考え

られるが，臨界事故を想定しても，公衆及び

従事者の被ばくを最小限に抑えるため，以下

の対策を講ずる設計とする。⑦,⑧ 

 

(１) 設計基準事故として臨界を想定している

溶解施設の溶解槽並びに臨界事故を想定した

場合に，従事者に著しい放射線被ばくをもた

らすおそれのあるセル及び室の周辺には，臨

界の発生を直ちに検知するため臨界警報装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦,⑧（P3 へ） 

 

 

 

②(P2)へ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
を設置する。◇1  

 

(２) 多数の管理方法の組合せで臨界を防止し

ていることにより，臨界管理上重要な施設と

している溶解施設の溶解槽では，万一臨界が

発生した場合においても，可溶性中性子吸収

材緊急供給回路及び可溶性中性子吸収材緊急

供給系により，自動で中性子吸収材の注入に

よる未臨界措置が講じられる設計とする。◇1  
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第四条（核燃料物質の臨界防止） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

① 
核燃料物質の臨界防止の基本

方針 

技術基準の要求事項を受けている

内容 

１項 

２項 

３項 

－ a 

② 
単一ユニットにおける臨界防

止に関する設計 

技術基準の要求事項を受けている

内容 

１項 

（ 2 0 条 １ 項 ） 
－ a,e 

③ 
複数ユニットに対する臨界防

止に関する設計 

技術基準の要求事項を受けている

内容 
２項 － a,e 

④ 

複数ユニットの核的制限値の

維持に係る設計（十分な構造強

度をもつ構造材の使用等） 

技術基準の要求事項を受けている

内容 
２項 － a,b,e 

⑤ 

その他の臨界防止に関する設

計（臨界安全管理対象外機器へ

の溶液の移送時における濃度

分析管理） 

技術基準の要求事項を受けている

内容 
１項 － a 

⑥ 

その他の臨界防止に関する設

計（臨界安全管理対象外機器へ

の溶液の連続的な移送時にお

ける放射線検出器による連続

濃度監視） 

技術基準の要求事項を受けている

内容 

１項 

（ 2 0 条 １ 項 ）

（22 条２項１号） 

（22 条２項２号） 

－ a,c,e 

⑦ 
その他の臨界防止に関する設

計（臨界警報装置の設置） 

技術基準の要求事項を受けている

内容 

３項 

（21 条） 
－ a,d 

⑧ 
その他の臨界防止に関する設

計（溶解槽の未臨界措置） 

技術基準の要求事項を受けている

内容 

３項 

（ 2 0 条 １ 項 ）

（22 条２項１号） 

（22 条２項２号） 

－ a,c,e,f 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  冒頭宣言 
冒頭宣言から展開される許可本文の設計方針を全て基本

設計方針に記載しているため，記載しない。 
－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）と内容が重複する

ため，記載しない。 
－ 

◇2  冒頭宣言 

臨界防止に係る基本設計方針の冒頭宣言であり，詳細を

その他の臨界安全設計の基本方針で記載するため，記載

しない。 

－ 
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2 

 

別紙１② 

◇3  

添付書類記載事項 

（臨界評価に使用する計算コ

ードの詳細） 

臨界評価に使用する計算コードの詳細であり，添付書類

にて詳細を記載するため，記載しない。 
a 

◇4  

添付書類記載事項 

（濃度分析を伴う回分操作で

臨界安全管理を行う場合の詳

細説明項目） 

濃度分析を伴う回分操作により管理する設計の詳細説明

項目であり，添付書類にて記載するため，記載しない。 
a 

◇5  

添付書類記載事項 

（中性子吸収材として使用す

るほう素入りコンクリートの

設計の詳細説明項目） 

中性子吸収材として使用するほう素入りコンクリートの

設計の詳細説明項目であり，添付書類にて詳細を記載す

るため，記載しない。 

a 

◇6  
添付書類記載事項 

（個別施設の臨界安全設計） 

基本設計方針には設計の全体方針を記載し，個別施設の

臨界安全設計については添付書類にて詳細を記載するた

め，記載しない。 

a 

◇7  

添付書類記載事項 

（臨界防止に係る計測制御設

備の設計） 

基本設計方針には設計の全体方針を記載し，臨界防止に

係る計測制御設備の設計については添付書類にて詳細を

記載するため，記載しない。 

a,c 

◇8  

添付書類記載事項 

（臨界防止に係る安全保護回

路の設計） 

基本設計方針には設計の全体方針を記載し，臨界防止に

係る安全保護回路の設計については添付書類にて詳細を

記載するため，記載しない。 

a,c 

◇9  

添付書類記載事項 

（プルトニウムを含む溶液の

移送配管を収納する配管収納

容器の漏えい液の回収系統に

係る設計） 

プルトニウムを含む溶液の移送配管を収納する配管収納

容器の漏えい液の回収系統に係る設計の詳細説明項目で

あり，添付書類にて記載するため，記載しない。 

a 

◇10  

添付書類記載事項 

（核燃料物質を移送する容器

の臨界防止に係る設計） 

核燃料物質を移送する容器の臨界防止に係る設計であ

り，添付書類にて記載するため，記載しない。 
a 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅰ 核燃料物質の臨界防止に関する説明書 

b Ⅳ 耐震性に関する説明書 

c Ⅵ-1-4 計測制御系統施設に関する説明書 

d Ⅵ-1-7 放射線管理施設に関する説明書 

e 仕様表（設計条件及び仕様） 

f Ⅵ-2 再処理施設に関する図面 
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別紙 1-2① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十条（閉じ込めの機能（第２章 個別項目 蒸気供給設備））（6 / 8） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 蒸気供給設備 

 

蒸気供給設備の設計に係る共通的な設計方針

については，第 1 章 共通項目の「2. 地盤」

「3. 自然現象等」，「4. 閉じ込めの機

能」，「5. 火災等による損傷の防止」，「6. 

再処理施設内における溢水による損傷の防

止」，「7. 再処理施設内における化学薬品の

漏えいによる損傷の防止」及び「9. 設備に対

する要求」に基づくものとする。 

 

蒸気供給設備は，一般蒸気系及び安全蒸気系

で構成し，再処理施設の機器の加熱，液移送等

に使用する蒸気を供給する設計とする。蒸気① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 給水施設及び蒸気供給施設の構造及び設

備 

(ⅱ) 蒸気供給施設（蒸気供給設備） 

(ａ) 構 造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒸気供給設備は，一般蒸気系及び安全蒸気系

で構成し，再処理施設の機器の加熱，液移送等

に使用する蒸気を供給する。蒸気① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6 蒸気供給設備 

9.6.1 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 蒸気供給設備は，一般蒸気系及び安全蒸気系

で構成し，再処理施設内の各施設で使用する蒸

気を供給する設備である。他◇1  

 

 一般蒸気系は，廃棄物管理施設と共用し，一

般蒸気系の一部はＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る。他◇1  

 

9.6.2 設計方針 

(１) 蒸気供給設備は，各施設で使用する蒸気

を供給できる設計とする。他◇1  

(２) 安全蒸気系は，安全を確保するための液

移送に必要な蒸気を供給できる設計とする。他

◇1  

(３) 蒸気供給設備は，放射性物質を含む流体

が環境に流出しない設計とする。他◇4  

(４) 安全蒸気系は，それらを構成する動的機

器の単一故障を仮定しても，その安全機能が確

保できる設計とする。他◇5  

(５) 安全蒸気系は，非常用所内電源系統に接

続し，外部電源が喪失した場合でも，その安全

機能を確保できる設計とする。他◇7  

(６) 安全上重要な施設の安全蒸気系は，定期

的な試験及び検査ができる設計とする。他◇6  

(７) 一般蒸気系は，廃棄物管理施設と共用

し，廃棄物管理施設における使用を想定して

も，再処理施設に十分な蒸気を供給できる容量

を確保し，故障その他の異常が発生した場合で

も，弁を閉止することにより故障その他の異常

による影響を局所化し，故障その他の異常が発

生した施設からの波及的影響を防止する設計と

することで，共用によって再処理施設の安全性

を損なわない設計とする。蒸気③-2-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒸気③-2-2（P7 へ） 

 

 

 

 

 

【等の解説】 

「再処理施設の機器の加熱，液移送等」と

は，再処理施設の機器の加熱，液移送のほ

か，漏えい液回収，各建屋換気空調等の操

作の総称として，示すものである。 
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7.5.1 一般蒸気系 

一般蒸気系は，5基のボイラ，燃料貯蔵設備

等で構成し，各施設に蒸気及び蒸気から製造す

る温水を供給する設計とする。蒸気② 

 

 

 

 

 

一般蒸気系は廃棄物管理施設と共用する。ま

た，一般蒸気系のうち，燃料貯蔵設備は，廃棄

物管理施設及び MOX 燃料加工施設と共用する。

蒸気③-1 

 

一般蒸気系は，廃棄物管理施設における使用

を想定しても，再処理施設に十分な蒸気を供給

できる容量を確保できる設計とする。 

また，故障その他の異常が発生した場合で

も，弁を閉止することにより故障その他の異常

による影響を局所化し，故障その他の異常が発

生した施設からの波及的影響を防止する設計と

することで，共用によって再処理施設の安全性

を損なわない設計とする。蒸気③-2-1,2-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般蒸気系は廃棄物管理施設へ蒸気を供給

し，ＭＯＸ燃料加工施設へ燃料を供給する。こ

のため，蒸気供給設備のうち，一般蒸気系を廃

棄物管理施設と共用し，一般蒸気系の一部は，

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。蒸気③-1 

 

他施設と共用する蒸気供給施設は，共用によ

って再処理施設の安全性を損なわない設計とす

る。蒸気③-2-1 

 

 

 

 

 

(８) 一般蒸気系のうち燃料貯蔵設備は，廃棄

物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る。廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設に

おける使用を想定しても，再処理施設に十分な

燃料を供給できる容量を確保する設計とし，故

障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止

することにより故障その他の異常による影響を

局所化し，故障その他の異常が発生した施設か

らの波及的影響を防止する設計とすることで，

共用によって再処理施設の安全性を損なわない

設計とする。蒸気③-3 

(９) 一般蒸気系のうち使用済燃料の受入れ及

び貯蔵に係る設備は，再処理設備本体の運転開

始に先立ち使用できる設計とする。他◇8  

 

9.6.3 主要設備の仕様 

蒸気供給設備の主要設備の仕様を第9.6－１

表に示す。他◇2  

なお，蒸気供給設備のうち使用済燃料の受入

れ及び貯蔵に係る一般蒸気系の一部は，再処理

設備本体の運転開始に先立ち使用できる。他◇8  

 

9.6.4 主要設備 

(１) 一般蒸気系 

一般蒸気系は，ボイラ，燃料貯蔵設備等で構

成し，各施設に蒸気及び蒸気から製造する温水

を供給する。蒸気② 

 

復水が汚染するおそれのある設備に，ボイラ

から蒸気を供給する場合には，熱交換器を介す

る設計とする。他◇4  

 

一般蒸気系は，廃棄物管理施設と共用する。

また，一般蒸気系のうち，燃料貯蔵設備は，廃

棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る。他◇1  

 

なお，一般蒸気系のうち使用済燃料の受入れ

及び貯蔵に係る設備は，予備的措置を施すこと

により，再処理設備本体の運転開始に先立ち使

用できる設計とする。他◇8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒸気③-3（P8 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒸気③-2-2（P6 から） 

 

 

 

 

 

【等の解説】 

「ボイラ，燃料貯蔵設備等」とは，ボ

イラ，燃料貯蔵設備のほか，熱交換

器，膨張槽，蒸気凝縮器，凝縮水受

槽，弁，配管の総称として示すもので

ある。 

【許可からの変更点】 

安全蒸気系の記載と整合を図る観点で、

ボイラ基数を追加 
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一般蒸気系のうち，燃料貯蔵設備は，MOX 燃

料加工施設における使用を想定しても再処理施

設に十分な燃料を供給できる容量を確保する。 

また，故障その他の異常が発生した場合でも，

弁を閉止することにより故障その他の異常によ

る影響を防止する設計とすることで，共用によ

って再処理施設の安全性を損なわない設計とす

る。蒸気③-3 

 

7.5.2 安全蒸気系 

安全蒸気系は，2基のボイラ，燃料ボンベ，

供給水槽等で構成し，ボイラ1基で最大容量の

スチ－ムジェットポンプに必要な蒸気量を供給

できる設計とする。蒸気④-1 

 

安全蒸気系は，崩壊熱により沸騰のおそれが

あるか，又はn－ドデカンの引火点に達するお

それのある漏えい液を安全に移送するためのス

チ－ムジェットポンプに蒸気を供給する設計と

する。蒸気④-2 

 

安全蒸気系は通常は停止状態であり，セル等

内に設置の機器から液体状の放射性物質の漏え

いが生じた場合に起動し，一般蒸気系が使用で

きない場合に使用する設計とする。蒸気④-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 主要な設備 

１） 安全蒸気系ボイラ ２ 基他□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 安全蒸気系 

安全蒸気系は，崩壊熱により沸騰のおそれが

あるか，又はｎ－ドデカンの引火点に達するお

それのある漏えい液を安全に移送するためのス

チ－ムジェットポンプに蒸気を供給する。蒸気

④-2 

 

安全蒸気系は通常は停止状態であり，セル等

内に設置の機器から液体状の放射性物質の漏え

いが生じた場合に起動し，一般蒸気系が使用で

きない場合に使用する。蒸気④-3 

 

安全蒸気系は，２基のボイラ，燃料ボンベ，

供給水槽等で構成し，ボイラ１基で最大容量の

スチ－ムジェットポンプに必要な蒸気量を供給

できる設計とする。蒸気④-1 

 

安全蒸気系は，それらを構成するボイラ等の

動的機器の単一故障を仮定しても，閉じ込め機

能の安全機能が確保できるよう多重化する。他

◇5  

安全蒸気系は，非常用所内電源系統に接続す

ることにより，外部電源が喪失した場合でも，

その安全機能を確保できる設計とする。他◇10  
 

9.6.5 試験・検査 

安全蒸気系のボイラは，定期的な試験及び検

査を実施する。他◇7  

 

第 9.6-1 表 蒸気供給設備の主要設備の仕様他

◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒸気③-3（P7 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【等の解説】 

「2基のボイラ，燃料ボンベ，供給水槽

等」とは，ボイラ，燃料ボンベ，供給水

槽のほか，弁，配管，附随計器等，その

他機器の総称として示すものである。 

【等の解説】 

「セル等」とは，セル，グローブボックス

及びこれらと同等の閉じ込め機能を有する

施設の総称として示すものである。 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１－２② 

第十条（閉じ込めの機能） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

冷水

① 
冷却水設備の概要 許可事項の展開 － － ａ  

冷水

② 
一般冷却水系の構成 許可事項の展開 － － ａ  

冷水

③ 
安全冷却水系の構成 許可事項の展開 － － a,b,c 

冷水

④ 

安全冷却水系の共用に関する

基本設計方針 
許可事項の展開 － － ａ 

蒸気

① 

蒸気供給設備の系統構成及び

主要機器の設計方針 
許可事項の展開 － － ａ  

蒸気

② 

一般蒸気系の系統構成及び主

要機器の設計方針 
許可事項の展開 － － ａ  

蒸気

③ 

一般蒸気系の共用に関する基

本設計方針 
許可事項の展開 － － ａ  

蒸気

④ 

安全蒸気系の系統構成及び主

要機器の設計方針 
許可事項の展開 － － ａ  

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

他□1  
他条文で展開する事項 

(第 16 条) 

第 16 条「安全機能を有する施設」にて，説明する内容の

ため記載しない。 
－ 

他□2  設備仕様  仕様表に記載する項目であるため，記載しない。 d 

他□3  一般事項  
一般事項であるため，基本設計方針に記載しない（図面

の呼び込み，記載箇所の呼び込み等） 
－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

他◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）と重複しているた

め，記載しない。 
－ 

他◇2  一般事項  
一般事項であるため，基本設計方針に記載しない（図面

の呼び込み，記載箇所の呼び込み等） 
－ 

他◇3  
他条文で展開する事項 

（第８条） 

第８条「外部からの衝撃による損傷の防止」にて，説明

する内容のため記載しない。 
－ 

他◇4  
共通項目で展開する事項 

(第 10 条) 

第 10 条「閉じ込めの機能」の共通項目にて，説明する内

容のため記載しない。 
－ 

他◇5  
他条文で展開する事項 

(第 15 条) 

第 15 条「安全上重要な施設」にて，説明する内容のため

記載しない。 
－ 

他◇6  
他条文で展開する事項 

(第 16 条) 

第 16 条「安全機能を有する施設」にて，説明する内容の

ため記載しない。 
－ 
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2 

 

別紙１－２② 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

他◇7  
他条文で展開する事項 

(第 29 条) 

第 29 条「保安電源設備」にて，説明する内容のため記載

しない。 
－ 

他◇8  先行使用に関する事項 
既に再処理施設本体と接続しているため，基本設計方針

として記載しない。 
－ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 
Ⅵ－1－1－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性

に関する説明書 

b Ⅵ－１－１－２－１ 安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書 

c Ⅵ－１－２ 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に関する説明書 

d 別添Ⅱ（仕様表） 
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第14条：安全避難通路等 

1147



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十四条 （安全避難通路等）（1 / 5） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（安全避難通路等） 

第十四条 再処理施設には、

次に掲げる設備が設けられて

いなければならない。 

一 その位置を明確かつ恒久

的に表示することにより容易

に識別できる安全避難通路① 

 

 

 

二 照明用の電源が喪失した

場合においても機能を損なわ

ない避難用の照明② 

 

 

 

 

 

 

 

三 設計基準事故が発生した

場合に用いる照明 (前号の避

難用の照明を除く。) 及びそ

の専用の電源③，④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 章 共通項目 

10.その他 

10.3 安全避難通路等 

 

再処理施設には，その位置を明確かつ

恒久的に表示することにより容易に識別

できる安全避難通路及び【①】 

 

 

 

照明用の電源が喪失した場合においても

機能を損なわない避難用照明として，保

安電源設備のディーゼル発電機，緊急時

対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発

電機又は灯具に内蔵した蓄電池により給

電できる誘導灯及び非常灯を設置し，安

全に避難できる設計とする。②-1,2,3 

 

 

 

設計基準事故が発生した場合におい

て，昼夜及び場所を問わず，再処理施設

内で事故対策のための作業が可能となる

よう，避難用照明とは別に作業用照明を

設置する設計とする。③-1 

設計基準事故に対処するために，監

視，操作等が必要となる中央制御室並び

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室には，作業用照明として運転保

安灯，直流非常灯又は蓄電池内蔵型照明

を設置する設計とする。③-2 

運転保安灯は非常用母線，直流非常灯

は非常用蓄電池に接続し，非常用ディー

ゼル発電機からも電力を供給できる設計

とするとともに，蓄電池内蔵型照明は非

常用母線に接続し，内蔵蓄電池を備える

設計とする。③-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(ｆ) 安全避難通路等 

 

 

再処理施設には，その位置を明確かつ

恒久的に表示することにより容易に識別

できる安全避難通路及び【①】 

 

 

 

照明用の電源が喪失した場合においても

機能を損なわない避難用照明を設ける設

計とする。②-1,4 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準事故が発生した場合におい

て，昼夜及び場所を問わず，再処理施設

内で事故対策のための作業が可能となる

よう，避難用照明とは別に作業用照明を

設ける設計とする。③-1 

設計基準事故に対処するために，監

視，操作等が必要となる中央制御室並び

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室には，作業用照明として運転保

安灯，直流非常灯又は蓄電池内蔵型照明

を設置し，【③-2,9】運転保安灯は非常

用母線，直流非常灯は非常用蓄電池に接

続し，非常用ディーゼル発電機からも電

力を供給できる設計とするとともに，蓄

電池内蔵型照明は非常用母線に接続し，

内蔵蓄電池を備える設計とする。③-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.14 安全避難通路等 

（安全避難通路等） 

第十四条 再処理施設には、次に掲げる

設備を設けなければならない。 

一 その位置を明確かつ恒久的に表示す

ることにより容易に識別できる安全避難

通路 

二 照明用の電源が喪失した場合におい

ても機能を損なわない避難用の照明 

三 設計基準事故が発生した場合に用い

る照明（前号の避難用の照明を除

く。）及びその専用の電源 

 

適合のための設計方針 

第１項第一号について 

再処理施設の建屋内及びその他の人が

立ち入る区域には，安全避難通路を設け

る設計とする。また，安全避難通路に

は，必要に応じて，単純，明確及び永続

性のある標識並びに誘導灯及び非常灯を

設け，その位置を明確かつ恒久的に表示

することにより容易に識別できる設計と

する。◇2  

第１項第二号について 

再処理施設には，照明用の電源が喪失

した場合においても機能を損なわない避

難用の照明として，誘導灯及び非常灯を

設ける設計とし，誘導灯及び非常灯は，

事業所内の【◇1 】ディーゼル発電機，

灯具に内蔵した蓄電池からの給電【②-

2,6】により，外部からの電源が喪失し

た場合においてもその機能を損なわない

設計とする。◇1  

第１項第三号について 

再処理施設には，昼夜及び場所を問わ

ず，再処理施設内で事故対策のための作

業が可能となるよう，設計基準事故が発

生した場合に用いる作業用照明（前号の

避難用の照明を除く。）及びその専用の

電源を設ける設計とする。◇1  

再処理施設としては，設計基準事故が

発生した場合において，再処理施設の状

態を監視及び制御するために必要な中央

制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室には，運転保安灯，

直流非常灯又は蓄電池内蔵型照明を設け

る設計とし，【◇1 】必要な監視，操作

等が確実に行えるように非常灯と同等以

上の照度を有する設計とする。◇2  

中央制御室の運転保安灯は，外部電源

が喪失した場合においてもその機能を損

第 1章 共通項目 

6.3 安全避難通路等 

 

 

発電用原子炉施設には，その位置を

明確かつ恒久的に表示することにより

容易に識別できる安全避難通路及び 

 

 

 

照明用の電源が喪失した場合において

も機能を損なわない避難用照明とし

て，非常用ディーゼル発電機，蓄電池

又は灯具に内蔵した蓄電池により電力

を供給できる非常灯（一部「東海，東

海第二発電所共用」）及び誘導灯（一

部「東海，東海第二発電所共用」）を

設置し，安全に避難できる設計とす

る。 

 

設計基準事故が発生した場合に用い

る作業用照明として，非常用照明，直

流非常灯及び蓄電池内蔵型照明を設置

する設計とする。 

 

設計基準事故に対応するための操作

が必要な場所には，作業用照明を設置

することにより作業が可能となる設計

とする。 

 

 

非常用照明は非常用低圧母線，直流

非常灯は蓄電池（非常用）に接続し，

非常用ディーゼル発電機からも電力を

供給できる設計とするとともに，蓄電

池内蔵型照明は常用低圧母線又は非常

用低圧母線に接続し，内蔵蓄電池を備

える設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-4（P3へ） 

 

 

②-3（P3から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-6（P3 へ） 

③-9（P3 へ） 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設と発電炉の設

備構成の相違。 

 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 
灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

  ：発電炉との差異の理由      ：許可からの変更点等 

【凡例】 

①(P2)から 

【「等」の解説】 

「監視，操作等」とは，監視，

操作，手順書の準備，制御

室内の移動等の設計基準事

故に対処するために制御室

で必要な作業の総称として

示した記載であることから許

可の記載を用いた。（以下同

じ） 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業許可と発電炉との用語の

相違。 
【許可からの変更点】 

記載の適正化。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

対象設備を明確化。（以下同

じ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室並びに使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室の直流非常灯

及び可搬型照明，中央制御室の蓄電池内

蔵型照明は，全交流動力電源喪失時から

重大事故等に対処するために必要な電力

の供給が重大事故等対処設備から開始さ

れる前までの間，点灯可能な設計とす

る。③-4,5,6,7 

現場作業の緊急性との関連において，

仮設照明の準備に時間的猶予がある場合

には，可搬型照明を活用する。また，可

搬型照明を配備することを保安規定に定

めて，管理する。③-8，④-1 

 

 

 

 

なお，これらの設計においては，設計

基準において想定する事故に対して再処

理施設の安全性が損なわれない（安全機

能を有する施設が安全機能を損なわな

い。）ために必要な重大事故等対処施設

への措置を含める。④-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，現場作業の緊急性との関連におい

て，仮設照明の準備に時間的猶予がある

場合には，可搬型照明を活用する設計と

する。③-8，④-1 

 

 

 

 

 

これらの設計においては，設計基準に

おいて想定する事故に対して再処理施設

の安全性が損なわれない（安全機能を有

する施設が安全機能を損なわない。）た

めに必要な重大事故等対処施設，設備等

への措置を含める。④-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なわないように 6.9ｋＶ非常用主母線に

接続し，第２非常用ディーゼル発電機か

ら電力を供給する設計とする。◇2  

中央制御室の直流非常灯は，第２非常

用蓄電池に接続し，【◇2 】全交流動力

電源喪失時から重大事故等に対処するた

めに必要な電力の供給が重大事故等対処

設備から開始される前までの間，点灯可

能な設計とする。③-4 

中央制御室の蓄電池内蔵型照明は，全

交流動力電源喪失時から重大事故等に対

処するために必要な電力の供給が重大事

故等対処設備から開始される前までの

間，点灯可能な内蔵蓄電池を備える設計

とする。◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の運転保安灯は，外部電源が喪

失した場合においてもその機能を損なわ

ないように 6.9ｋＶ非常用母線に接続

し，第１非常用ディーゼル発電機から電

力を供給する設計とする。◇2  

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の直流非常灯は，第１非常用蓄

電池に接続し，全交流動力電源喪失時に

おいてもその機能を損なわない設計とす

る。◇2  

また，現場作業の緊急性との関連にお

いて，設計基準事故の収束後の火災の鎮

火確認や漏えい液の回収系統のライン形

成を行う場合など，仮設照明の準備に時

間的猶予がある場合には，初動操作に対

応する当直（運転員）が滞在している中

央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室に配備する可搬型

照明を活用する設計とする。◇1  

これらの作業用の照明により，設計基

準事故等で操作が必要となる場所及びそ

のアクセスルートの照明を確保でき，昼

夜及び場所を問わず，再処理施設で事故

対策のための作業が生じた場合に作業が

可能となる設計とする。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直流非常灯及び蓄電池内蔵型照明

は，全交流動力電源喪失時から重大事

故等に対処するために必要な電力の供

給が常設代替交流電源設備から開始さ

れるまでの間，点灯可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準事故に対応するための操作が必

要な場所には，作業用照明を設置するこ

とにより作業が可能となる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
③-5（P3 から） 

③-6（P4 から） 

③-7（P3 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

設計基準事故等の対応に含

める範囲の明確化（再処理

施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則の解釈,

事業変更許可申請書との整

合性を考慮）。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設と発電炉の対処

に用いる設備の相違。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

作業用照明に係る記載の

明確化（事業変更許可申請

書との整合性を考慮）及び

可搬型照明の配備を保安

規定に定めることを明確

化。 

【許可からの変更点】 

「設備等」については,重大事

故等対処施設に包含され

る。 

①(P1)へ 

【許可からの変更点】 

保安規定に定めて管理する

ことを明確にした。 

【許可からの変更点】 

設工認の設計方針として記載を適正

化した。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
第２章 個別項目 

7.その他再処理の附属施設 

7.1.1 電気設備 

7.1.1.8 照明設備 

照明設備は，照明用の電源が喪失した

場合においても機能を損なわない避難用

照明として，保安電源設備のディーゼル

発電機，緊急時対策建屋電源設備の緊急

時対策建屋用発電機又は灯具に内蔵した

蓄電池により給電できる誘導灯及び非常

灯を設置する設計とする。②-4,5,6 

また，設計基準事故に対処するため

に，監視，操作等が必要となる中央制御

室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室には，作業用照明として

運転保安灯，直流非常灯又は蓄電池内蔵

型照明を設置する設計とする。③-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 電気設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1 設計基準対象の施設 

9.2.1.1 概要 

＜中略＞ 

照明設備は通常時に使用する照明の他

に，安全避難通路にその位置を明確かつ

恒久的に表示することにより容易に識別

でき，照明用の電源が喪失した場合にお

いても機能を損なわない避難用照明と設

計基準事故が発生した場合において，昼

夜及び場所を問わず事故対策のための作

業が生じた場合に作業が可能となるよ

う，避難用の照明とは別に作業用照明を

設ける設計とする。◇1  

また，現場作業の緊急性との関連にお

いて，仮設照明の準備に時間的猶予があ

る場合には，【◇1 】可搬型照明【③-

7】を活用する設計とする。◇1  

 

9.2.1.2 設計方針 

＜中略＞ 

(13) 再処理施設の安全避難通路には，

その位置を明確かつ恒久的に表示するこ

とにより容易に識別できるように，避難

用照明として【◇1 】誘導灯及び非常灯

【②-3,5】を設ける設計とする。◇1  

また，誘導灯及び非常灯は，外部電源

が喪失した場合においてもその機能を損

なわないように蓄電池を内蔵した設計と

する。◇1  

(14) 再処理施設には，設計基準事故が

発生した場合において用いる作業用の照

明として，【◇1 】中央制御室並びに使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室に【③-5】運転保安灯，【◇1 】直

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

②-4（P1から） 

②-6（P1 から） 

 

 

 
 
 
③-9（P1 から） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③-7（P2 へ） 

 
 
 
 
 
 
 
②-3（P1 へ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

③-5（P2 へ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

照明設備は電気設備である

ことから，第２章 個別項目

において設計方針，設備構

成を記載する必要があるた

め本記載を追加。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流非常灯又は蓄電池内蔵型照明【③-6】

を設ける設計とする。◇1  

運転保安灯は，外部電源が喪失した場

合においてもその機能を損なわないよう

に，非常用ディーゼル発電機から電力を

供給する設計とする。◇1  

直流非常灯は非常用直流電源設備（非

常用蓄電池）に接続し，蓄電池内蔵型照

明は内蔵蓄電池を備えることにより，全

交流動力電源喪失時から重大事故等に対

処するために必要な電力の供給が重大事

故等対処設備から開始される前までの

間，その機能を損なわない設計とする。

◇1  

また，設計基準事故等において，想定

外の警報発報により現場作業が必要とな

った場合及びそのアクセスルートについ

ては，制御室に配備している可搬型照明

を活用する。◇2  

＜中略＞ 

 

9.2.1.4.9 照明及び作業用電源設備 

(１) 照明設備の主要設備 

ａ．誘導灯 

消防法で規定する避難口及び避難通路

には，避難用の照明として，誘導灯を設

ける設計とする。誘導灯は，460Ｖ運転

予備用母線又は 460Ｖ常用母線（ただ

し，非常用電源建屋，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設においては 460Ｖ非

常用母線）から変圧器を通して 105Ｖで

受電し，外部電源が喪失した場合におい

てもその機能を損なわないように蓄電池

を内蔵した設計とする。◇2  

ｂ．非常灯 

建築基準法で規定する居室，居室から

地上へ至る通路，階段及び踊り場には，

避難用の照明として，非常灯を設ける設

計とする。非常灯は，460Ｖ運転予備用

母線又は 460Ｖ常用母線（ただし，非常

用電源建屋，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設においては 460Ｖ非常用母

線）から変圧器を通して 105Ｖで受電

し，外部電源が喪失した場合においても

その機能を損なわないように蓄電池を内

蔵した設計とする。◇2  

ｃ．運転保安灯 

中央制御室並びに使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室には，運転保

安灯を設ける設計とする。運転保安灯

は，460Ｖ非常用母線から変圧器を通し

③-6（P2 へ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十四条 （安全避難通路等）（5 / 5） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て 210Ｖで受電し，外部電源が喪失した

場合においてもその機能を損なわないよ

うに非常用ディーゼル発電機から電力を

供給する設計とする。◇2  

ｄ．直流非常灯 

中央制御室並びに使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室には，直流非

常灯を設ける設計とする。直流非常灯

は，非常用直流電源設備（非常用蓄電

池）に接続し，全交流動力電源喪失時に

おいてもその機能を損なわないように自

動点灯する設計とする。◇2  

ｅ．蓄電池内蔵型照明 

中央制御室には，蓄電池内蔵型照明を

設ける設計とする。蓄電池内蔵型照明

は，蛍光灯に蓄電池を内蔵した照明で，

460Ｖ非常用母線に接続し，設計基準事

故の短時間の全交流動力電源喪失時に設

計基準事故等に対処するために必要な電

力の供給が非常用ディーゼル発電機から

開始される前までの間，又は全交流動力

電源喪失時から重大事故等に対処するた

めに必要な電力の供給が重大事故等対処

設備から開始される前までの間，内蔵蓄

電池の電力で点灯する設計とする。◇2  

＜中略＞ 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第十四条（安全避難通路等） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

① 安全避難通路に関する設計 技術基準規則からの要求 １項１号 － a 

② 避難用照明の設計 技術基準規則からの要求 １項２号 － a 

③ 
設計基準事故時に使用する照

明及び専用電源の設計 
技術基準規則からの要求 １項３号 － a 

④ 
現場作業の緊急性との関連に

おける対応 

事業許可基準規則の解釈の要求を

受けている内容 
１項３号 － a 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

－ － － － 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）と内容が重複する

ため，記載しない。 
－ 

◇2  添付書類記載事項 
設工認申請書 添付書類に記載する事項のため，記載し

ない。 
a 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ-1-1-9 安全避難通路等に関する説明書 
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第16条：安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
※個別施設に関しては技術基準規則との対比で

はなく許可との整合の観点から整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 施設配置 

2.1 概  要 

再処理施設の建物及び構築物は，安全性の確保

及び操作・保守の容易さを十分に考慮した配置

とする。 他◇12  
 

敷地内には，廃棄物管理事業に係る廃棄物管

理施設の建物及び構築物並びに核燃料物質加工

事業に係るＭＯＸ燃料加工施設の建物及び構築

物も配置する。他◇14  
 

2.2 全体配置 

2.2.1 設計方針 

再処理施設の建物及び構築物は，以下の方針

に基づき敷地内に配置する。他◇14  
 

(１) 平常時における周辺監視区域外での線量

が｢原子炉等規制法｣に基づき定められて

いる線量限度を超えないようにするとと

もに【他◇15 】，設計基準事故時における

敷地境界外での線量が事業指定基準規則

を満足するような配置とする。 他◇12  
(２) 再処理設備本体の運転開始に先立ち使用

済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を使

用することを考慮した配置とする。他◇7  

(３) 操作・保守の容易さを十分に考慮した配

置とする。 他◇12  
(４) 将来の増設を考慮した配置とする。 

 他◇16  
(５) 安全上重要な施設への不法な接近，侵入

の防止措置を考慮した配置とする。 他

◇17  
 

2.2.2 全体配置 

  敷地内の主要な建物及び構築物は，以下の

もので構成する。他◇14  
 

 (１) 使用済燃料輸送容器管理建屋 

 (２) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

 (３) 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 

 (４) 前処理建屋 

 (５) 分離建屋 

 (６) 精製建屋 

 (７) ウラン脱硝建屋 

 (８) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

 (９) ウラン酸化物貯蔵建屋 

 (10) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋 

 (11) 高レベル廃液ガラス固化建屋 

 (12) 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

 (13) 低レベル廃液処理建屋 

発電炉の基本設計方針に

ついては、当該条文の比

較対象となる基本設計方

針がないため記載しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

：許可からの変更点等 

【凡例】 
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四、再処理施設の位置，構造及び設備並びに再

処理の方法 

Ａ．再処理施設の位置，構造及び設備 

イ．再処理施設の位置 

 

(２) 敷地内における主要な再処理施設の位置 

 

 主要な再処理施設を収納する建物及び構築物

は，敷地の西側部分を標高約55ｍに整地造成し

て，設置する。他□4  

 

 敷地のほぼ中央に主排気筒を設置し，その西

側に前処理建屋，分離建屋，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋，非常用電源建屋及び第１ガラス固

化体貯蔵建屋を，主排気筒の北西側には使用済

燃料輸送容器管理建屋，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋及び

ハル・エンドピース貯蔵建屋を，主排気筒の北

側には第１低レベル廃棄物貯蔵建屋を，主排気

筒の北東側には第４低レベル廃棄物貯蔵建屋

を，南東側には緊急時対策建屋，第１保管庫・

貯水所及び第２保管庫・貯水所を設置する。主

排気筒の南西側には制御建屋，分析建屋，低レ

ベル廃液処理建屋，低レベル廃棄物処理建屋，

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理

建屋及び第２低レベル廃棄物貯蔵建屋を，主排

気筒の南側には精製建屋，ウラン脱硝建屋，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋，ウラン酸化

物貯蔵建屋，ウラン・プルトニウム混合酸化物

貯蔵建屋及び主排気筒管理建屋を設置する。建

物間には，放射性物質の移送等のため洞道を設

置する。他□4  

 

（中略） 

 

 再処理施設一般配置図（その２）及び再処理

 (14) 低レベル廃棄物処理建屋 

 (15) チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋 

 (16) ハル・エンド ピース貯蔵建屋 

 (17) 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 

 (18) 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 

 (19) 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 

 (20) 主排気筒 

 (21) 海洋放出管 

 (22) 制御建屋 

 (23) 分析建屋 

 (24) 非常用電源建屋 

 (25) 主排気筒管理建屋 

 (26) 緊急時対策建屋 

 (27) 第１保管庫・貯水所 

 (28) 第２保管庫・貯水所 

 

再処理施設の一般配置図を，2.2－１図(１)

から 2.2－１図(３)に示す。他◇2  

 

 

 

再処理施設の主要な建物及び構築物は，敷地

の西側部分を標高約 55ｍに整地造成して，設置

する。他◇14  
 

敷地のほぼ中央に主排気筒を設置し，その西

側に前処理建屋，分離建屋，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋，非常用電源建屋及び第１ガラス固

化体貯蔵建屋を，主排気筒の北西側には使用済

燃料輸送容器管理建屋，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋及び

ハル・エンドピース貯蔵建屋を，主排気筒の北

側には第１低レベル廃棄物貯蔵建屋を，主排気

筒の北東側には第４低レベル廃棄物貯蔵建屋

を，南東側には緊急時対策建屋，第１保管庫・

貯水所及び第２保管庫・貯水所を設置する。主

排気筒の南西側には制御建屋，分析建屋，低レ

ベル廃液処理建屋，低レベル廃棄物処理建屋，

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理

建屋及び第２低レベル廃棄物貯蔵建屋を，主排

気筒の南側には精製建屋，ウラン脱硝建屋，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋，ウラン酸化

物貯蔵建屋，ウラン・プルトニウム混合酸化物

貯蔵建屋及び主排気筒管理建屋を設置する。建

物間には，放射性物質の移送等のため洞道を設

置する。他◇14  
 

（中略） 
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施設一般配置図（その３）を第３図及び第４図

に示す。他□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る使用済燃

料輸送容器管理建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋，第１

低レベル廃棄物貯蔵建屋，海洋放出管の一部，

開閉所等は，敷地北西部に集中した配置とす

る。他◇14  
 

再処理施設の建物及び構築物は，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋から南方向へ，プロセスの流

れに応じた配置とする。他◇14  
 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋と前処理建屋，

前処理建屋と分離建屋，前処理建屋及び分離建

屋と高レベル廃液ガラス固化建屋等の建物間に

ついては，操作・保守の便を考慮して互いに接

した配置とする。他◇12  
 

整地造成した区域内の西側及び北側部分に

は，放射性固体廃棄物の貯蔵施設の将来増設の

ためにスペースを確保する。他◇16  
 

なお，安全上重要な施設は，第三者の不法な

接近等を未然に防止するため，これらを取り囲

む物的障壁を持つ防護された区域を設け，その

内側に配置する。 他◇17  
 

2.2.3  評  価 

(１) 再処理施設の建物及び構築物は，敷地境

界から十分離隔した配置としており，

「添付書類七」に示すように，平常時に

おける周辺監視区域外での線量が｢原子

炉等規制法｣に定められた線量限度を超

えないとともに，【他◇15 】「添付書類

八」に示すように，設計基準事故時にお

ける敷地境界外での線量が事業指定基準

規則を満足する配置としている。他◇12  
(２) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る使用

済燃料輸送容器管理建屋，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋，使用済燃料受入れ・貯

蔵管理建屋，第１低レベル廃棄物貯蔵建

屋，海洋放出管の一部，開閉所等は，敷

地北西部に集中した配置としているの

で，後続する建物及び構築物の工事施工

により安全を損なわない配置としてい

る。他◇7  

(３) 操作・保守の容易さを十分に考慮した配

置としている。 他◇12  
(４) 将来の増設を考慮した配置としている。 
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他◇16  

(５) 安全上重要な施設への不法な接近，侵入

の防止措置を考慮した配置としている。 

他◇17  
 

2.3 建物及び構築物 

2.3.1 設計方針 

(１) 主要な建物及び構築物は，敷地で予想さ

れる洪水，風（台風），竜巻，凍結，降

水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，

生物学的事象，森林火災等の自然条件を

考慮して，これらによって再処理施設の

安全性を損なわないように設計する。 

他◇18  
(２) 建物及び構築物は，十分な地耐力を有す

る地盤に支持させる。他◇19  
(３) 建物を互いに接して配置する場合は，構

造的に分離する。他◇20  
(４) 防護措置を講ずることを考慮した設計と

する。 他◇17  
(５) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設

を収納する建物には，必要に応じ，後続

する建物との取合い工事のための予備的

措置を施す。他◇7  

 

（中略） 

 

(７) 非常用所内電源系統は，十分な独立性を

有する配置とする。他◇21  
(８) 建物には，その位置を明確，かつ，恒久

的に表示することにより容易に識別でき

る安全避難通路を設ける設計とする。他

◇22  
 

2.3.2 建物及び構築物 

 主要な建物及び構築物は，敷地で予想される

洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，

落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森

林火災等の自然条件について，敷地及び周辺地

域の過去の記録，現地調査等を参考にして，予

想される自然条件のうち最も過酷と考えられる

条件を適切に考慮した設計とする。他◇18  
 

 重要な建物・構築物は，安定な地盤である鷹

架層で直接支持するか又は安定な地盤上に打設

するコンクリート等を介して支持する設計とす

る。 他◇19  
 

 また，その他の建物・構築物は，十分な地耐

力を有する地盤で直接支持するか又はくい等を

介して支持する設計とする。他◇19  
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 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋と前処理建屋，

前処理建屋と分離建屋，前処理建屋及び分離建

屋と高レベル廃液ガラス固化建屋，分析建屋と

制御建屋等の建物の間は互いに接して配置する

が，構造的に分離する。他◇20  
 

 防護対象特定核燃料物質を取り扱う建物は，

防護措置を講ずる設計とする。他◇17  
 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋には，後続する

前処理建屋との取合い工事のための予備的措置

を施す。他◇7  

 

 第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟には，後続す

る第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟との取合い工

事のための予備的措置を施す。他◇16  
 

 非常用所内電源系統は，相互の離隔距離又は

障壁によって分離し，１区分の損傷により安全

機能が喪失しない設計とする。他◇21  
 

 建物には，人の立ち入る区域から，出口に至

る通路，階段及び踊り場に，安全避難通路を設

けるものとする。安全避難通路は，誘導灯及び

非常灯により容易に識別できる設計とする。 

他◇22  
 

2.3.6 前処理建屋 

前処理建屋は，せん断処理施設の燃料供給設

備及びせん断処理設備，溶解施設の溶解設備及

び清澄・計量設備，気体廃棄物の廃棄施設のせ

ん断処理・溶解廃ガス処理設備及び前処理建屋

塔槽類廃ガス処理設備等を収納する。他◇23  
 

せん断機，溶解槽等の機器は，セル内に収納す

る。他◇24  
 

主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨

鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）で，地上５階

（地上高さ約32ｍ），地下４階，平面が約87ｍ

（南北方向）×約 69ｍ（東西方向）の建物であ

り，堅固な基礎版上に設置する。他◇1 ，他◇11  
 

前処理建屋機器配置図を第 2.3－19 図～第

2.3－28 図に示す。他◇2  
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また，前処理建屋は，その他再処理設備の附

属施設の蒸気供給設備（安全蒸気ボイラ用ＬＰ

Ｇボンベユニット）を，同建屋北東部の一画に

収納する。同区画の範囲は，平面が約４ｍ（南

北方向）×約９ｍ（東西方向）である。他◇13  
 

 

2.3.7 分離建屋 

 分離建屋は，分離施設の分離設備，分配設備

及び分離建屋一時貯留処理設備，酸及び溶媒の

回収施設の第１酸回収系及び溶媒再生系（分離

施設で発生する使用済溶媒の再生），液体廃棄

物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮設備，気体廃

棄物の廃棄施設の分離建屋塔槽類廃ガス処理設

備等を収納する。他◇23  
 抽出塔，プルトニウム分配塔，高レベル廃液

濃縮缶等の機器は，セル内に収納する。他◇24  
 主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上

４階（地上高さ約 26ｍ），地下３階，平面が約

89ｍ（南北方向）×約 65ｍ（東西方向）の建物

であり，堅固な基礎版上に設置する。他◇1 ，他

◇11  
 

 分離建屋機器配置図を第 2.3－29 図～第 2.3

－38 図に示す。他◇2  

 

2.3.8  精製建屋 

  精製建屋は，精製施設のウラン精製設備，プ

ルトニウム精製設備及び精製建屋一時貯留処理

設備，酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系，

溶媒再生系(精製施設で発生する使用済溶媒の

再生)及び溶媒処理系，気体廃棄物の廃棄施設

の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備等を収納す

る。他◇23  
  抽出塔，核分裂生成物洗浄器，プルトニウム

濃縮缶等の機器は，セル内に収納する。他◇24  
  主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上

６階（地上高さ約 29ｍ），地下３階，平面が約

92ｍ（南北方向）×約 71ｍ（東西方向）の建物

であり，堅固な基礎版上に設置する。他◇1 ，他

◇11  
  精製建屋機器配置図を第 2.3－39 図～第 2.3

－51 図に示す。他◇2  

 

2.3.9  ウラン脱硝建屋 

  ウラン脱硝建屋は，脱硝施設のウラン脱硝

設備，気体廃棄物の廃棄施設のウラン脱硝建屋

塔槽類廃ガス処理設備等を収納する。他◇23  
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  主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上

５階（地上高さ約 27ｍ），地下１階，平面が約

39ｍ（南北方向）×約 41ｍ（東西方向）の建物

であり，堅固な基礎版上に設置する。他◇1 ，他

◇26  
  ウラン脱硝建屋機器配置図を第2.3－52図～

第2.3－58図に示す。他◇2  

 

2.3.10 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋は，脱

硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備，

気体廃棄物の廃棄施設のウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備等を収納す

る。他◇23  
 

 なお，硝酸プルトニウム貯槽等の機器は，

セル内に収容する。他◇24  
 

 主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上

２階（地上高さ約 16ｍ），地下２階，平面が約

69ｍ（南北方向）×約 57ｍ（東西方向）の建物

であり，堅固な基礎版上に設置する。他◇1 ，他

◇11  
 

  ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋機器配

置図を第 2.3－59 図～第 2.3－63 図に示す。 

他◇2  

 

2.3.25 分析建屋 

分析建屋は，その他再処理設備の附属施設の

分析設備，気体廃棄物の廃棄施設の分析建屋塔

槽類廃ガス処理設備等を収納する。他◇23  
分析建屋の一角に，公益財団法人核物質管理セ

ンターが運営する六ヶ所保障措置分析所が設置

され，分析建屋の一部を六ヶ所保障措置分析所

と共用する。分析③-1,2 

 

 主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄

骨鉄筋コンクリート造）で，地上３階（地上高

さ約18ｍ），地下３階，平面が約46ｍ（南北方

向）×約 104ｍ（東西方向）の建物であり，堅

固な基礎版上に設置する。他◇1 ，他◇26  
 

分析建屋機器配置図を第 2.3－126 図～第 2.3

－132 図に示す。他◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析③-1,2 (P158 へ） 
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2.3.31 その他 

敷地の北西側には，受電開閉設備を収納する開

閉所，並びに給水処理設備，圧縮空気設備等を

収納するユーティリティ建屋及び北換気筒を，

北側には蒸気供給設備を収納するボイラ建屋等

を，西側には電気設備を収納する第２ユーティ

リティ建屋を設置する。また，冷却水設備は，

各所に配置する。他◇14  
 

分離建屋の東側には，化学薬品貯蔵供給設備

を収納する試薬建屋を，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋の東側には，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝設備の還元ガス供給系の還元ガス供

給槽を収納する還元ガス製造建屋を，高レベル

廃液ガラス固化建屋の北側には，模擬廃液受入

槽を収納する模擬廃液貯蔵庫を設置する。ま

た，分析建屋に隣接して出入管理建屋を設置す

る。他◇14  
 

（中略） 

 

北換気筒の東側には，北換気筒管理建屋を設

置する。他◇14  
 

建屋間には，放射性物質等を移送するための

配管，ダクト，ケーブル等を収納する洞道を設

置する。他◇14  
主要な洞道は，次の洞道で構成され，その他

再処理設備の附属施設（電気設備の非常用所内

電源系統の一部，圧縮空気設備安全圧縮空気系

の一部，冷却水設備安全冷却水系の一部等）等

を収納する。他◇14  
 

(１) 分離建屋と高レベル廃液ガラス固化建屋

を接続する洞道 

(２) 分離建屋，精製建屋，ウラン脱硝建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，低

レベル廃液処理建屋，低レベル廃棄物処

理建屋及び分析建屋を接続する洞道のう

ち，低レベル廃液処理建屋に接続する東

側の洞道並びにウラン脱硝建屋及びウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋に接続す

る洞道を除く部分 

(３) 精製建屋とウラン脱硝建屋を接続する洞

道 

(４) 精製建屋とウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋を接続する洞道 

(５) ウラン脱硝建屋とウラン酸化物貯蔵建屋

を接続する洞道 
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(６) 高レベル廃液ガラス固化建屋と第１ガラ

ス固化体貯蔵建屋を接続する洞道 

(７) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋と使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷

却水系冷却塔Ａ，Ｂを接続する洞道 

(８) 前処理建屋，分離建屋，精製建屋，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋，制御建屋，非常

用電源建屋，再処理設備本体用 安全冷

却水系冷却塔Ａ，Ｂ，主排気筒及び主排

気筒管理建屋を接続する洞道のうち，安

全上重要な施設としての排気ダクト又は

主排気筒の排気筒モニタに接続する非常

用所内電源ケーブルのみを収納する洞道

を除く部分 

 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地下埋

設，建築面積約 24,000ｍ２の構築物である。 

他 ◇11  
 

洞道は，十分な強度・剛性及び耐力を有する

構造とし，重要な洞道（耐震Ｓクラスの設備を

収納する洞道）は，安定な地盤に支持する。 

他 ◇19  
 

また，土圧，上部を通過する車両等の荷重に

対しても十分な強度を有する構造とする。他◇20  
 

主要な洞道の配置図を第 2.2－１図(２)に示

す。他◇2  

 

敷地の南側には，新消防建屋を設置する。 

他◇14  
 

新消防建屋の配置図を第 2.2－１図(２)及び

第 2.2－１図(３)に示す。他◇2  
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第２章 個別項目 

2. 再処理設備本体 

2.1 せん断処理施設 

 

せん断処理施設の設計に係る共通的な設計方

針については，第１章 共通項目の「1. 核燃

料物質の臨界防止」，「2. 地盤」，「3. 自然

現象等」，「4. 閉じ込めの機能」，「5. 火災

等による損傷の防止」，「6. 再処理施設内に

おける溢水による損傷の防止」，「7. 再処理

施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の

防止」，「8. 遮蔽」及び「9. 設備に対する要

求」に基づくものとする。  

 

 

 

 

 

せん断処理施設は，燃料供給設備 2系列及び

せん断処理設備 2系列で構成し，前処理建屋に

収納する設計とする。せん断①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理建屋は，地上 5階，地下 4階の建物と

する設計とする。せん断①-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料供給設備は，使用済燃料集合体を使用済

燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設備から受け

入れて，せん断処理設備へ供給する設計とす

る。せん断②-1 

 

せん断処理設備は，使用済燃料集合体をせん

断処理し，溶解施設の溶解設備に移送する設計

とする。せん断②-2 

 

 

四、再処理施設の位置，構造及び設備並びに再

処理の方法 

Ａ．再処理施設の位置，構造及び設備 

ニ．再処理設備本体の構造及び設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) せん断処理施設 

(ⅰ) 構   造 

せん断処理施設は，使用済燃料集合体を使用

済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設備から受

け入れて，せん断処理設備へ供給する燃料供給

設備２系列及び使用済燃料集合体をせん断処理

し，溶解施設の溶解設備に移送するせん断処理

設備２系列で構成し，前処理建屋に収納する。

せん断①-1，②-1，②-2 

 

 

 

 

前処理建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート

造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）

で，【他□2 】 地上５階，地下４階，建築面積

約6,000ｍ２【他□2 】 の建物である。 

せん断①-2 

 

前処理建屋機器配置概要図を第65図から第74

図に示す。他□1  

 

また，せん断処理施設系統概要図を第９図に

示す。他□1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  せん断処理施設 

4.2.1  概  要 

 せん断処理施設は，燃料供給設備及びせん断

処理設備で構成する。他◇1  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

せん断処理施設に係る設備の系列数およ

び収納場所に係る基本設計方針と，燃料

供給設備及び燃料供給設備に係る基本設

計方針を分割し，説明内容を明確化し

た。 

【許可からの変更点】 

安全機能を有する施設に係る個別項目の

基本設計方針は，設工認申請書に適した

記載とするため，原則として語尾を「設

計とする。」に統一する。また，この統

一のために必要な場合は，語尾の前の部

分についても適当な形に修正する（以下

同様）。 

【許可からの変更点】 

再処理施設を収納する建屋に関する記載

は基本設計方針に即した形に修正する

（以下同様）。 
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(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

(ａ) 燃料供給設備 

燃料横転クレ－ン ２ 台（１台／系列） 

(ｂ) せん断処理設備 

せん断機 ２ 台（１台／系列）他□2  

 

(ⅲ) せん断処理する使用済燃料の種類及びそ

の種類ごとの最大処理能力 

(ａ) せん断処理する使用済燃料の種類 

ＢＷＲ及びＰＷＲの使用済ウラン燃料集合体で

あって，以下の仕様を満たすものである。 

他□1  

 

(イ) 濃 縮 度 

照射前燃料最高濃縮度 ： ５ｗｔ％ 

使用済燃料集合体平均濃縮度 ：3.5ｗｔ％以下 

(ロ) 冷却期間 ： 15 年以上 

(ハ) 使用済燃料集合体最高燃焼度 ： 55,000

ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ他□1  

 

なお，１日当たり処理する使用済燃料の平均

燃焼度は，45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ以下とす

る。他□1  

 

 

 

 

 

 

 

(ニ) 使用済燃料集合体の照射前の構造他□1  

 

ＢＷＲ燃料集合体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

せん断処理施設で取り扱う使用済燃料は発電用

の軽水減速，軽水冷却，沸騰水型原子炉（以下

「ＢＷＲ」という。）及び軽水減速，軽水冷

却，加圧水型原子炉（以下「ＰＷＲ」とい

う。）の使用済ウラン燃料集合体であって，以

下の仕様を満たすものである。他◇1  

 
 

照射前燃料最高濃縮度 ：５ wt％ 

使用済燃料集合体平均濃縮度 ：3.5wt％以下 

使用済燃料集合体最終取出し前の原子炉停止

時からの期間：15 年以上使用済燃料集合体最

高燃焼度 ：55,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ他◇1  

 

なお， １ 日当たり処理する使用済燃料の平

均燃焼度は，45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ以下とす

る。他◇1  

 

使用済燃料の冷却期間は，旧申請書における

設計条件を維持することとし，以下の条件とす

る。 

せん断処理するまでの冷却期間 ： ４年以上 

他◇31  
 

使用済燃料集合体の照射前の構造他◇2  

 

ＢＷＲ燃料集合体 

 

 

①（P17）へ 
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ＰＷＲ燃料集合体 

 

(ｂ) 最大処理能力  

(イ) ＢＷＲ使用済燃料集合体処理時 

4.2 ｔ・ＵＰｒ／ｄ／系列×２系列 

(ロ) ＰＷＲ使用済燃料集合体処理時 

5.25ｔ・ＵＰｒ／ｄ／系列×２系列 

他□3  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ＰＷＲ燃料集合体 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料供給設備は，使用済燃料の貯蔵施設の燃

料送出し設備のバスケット搬送機から使用済燃

料集合体をせん断処理設備へ供給する設備であ

る。他◇1  

 

せん断処理設備は，使用済燃料集合体をせん

断し，溶解施設の溶解設備へ供給する設備であ

る。他◇1  

 

せん断処理施設系統概要図を第 4.2－１図に

示す。他◇2  

 

4.2.2  設計方針 

(１) 臨界安全 

燃料横転クレーン及びせん断機は，使用済燃

料集合体を１台当たり一時に１体ずつ取り扱う

ことにより臨界を防止できる設計とする。 

他◇27  
 

(２) 閉じ込め 

せん断処理設備は，気体状の放射性物質が漏

えいし難い設計とする。他◇28  
 

(３) 火災及び爆発の防止 

せん断処理設備は，使用済燃料集合体のせん

断によって生じるジルコニウム及びその合金の

微粉の急激な反応を適切に防止できる設計とす

る。他◇29  
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2.1.1 燃料供給設備 

燃料供給設備の最大処理能力は，ＢＷＲ使用

済燃料集合体を処理する場合は 4.2t・UPr/d/系

列，ＰＷＲ使用済燃料集合体を処理する場合は

5.25t・UPr/d/系列である。せん断③-1 

 

 

 

使用済燃料の貯蔵施設のバスケット搬送機で

燃料供給セルの直下へ搬送した使用済燃料集合

体を，燃料横転クレーンで 1体ずつバスケット

搬送機のバスケットから取り出し横転させ，水

平にし，せん断機へ供給する。このとき，使用

済燃料集合体番号を確認し，光学的読み取り装

置による読み取りを行う設計とする。 

せん断③-2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 崩壊熱除去 

せん断機は，放射性物質の崩壊熱による過度

の温度上昇を防止できる設計とする。他◇28  
 

(５) 落下防止 

燃料横転クレーンは，電源喪失時におけるつ

り荷の保持及び逸走防止を行い，使用済燃料集

合体の落下を防止できる設計とする。他◇30  
 

 

(６) 単一故障 

安全上重要な施設のせん断停止回路は，それ

らを構成する動的機器の単一故障を仮定しても

安全機能が確保できる設計とする。他◇8 ，◇9  

 

(７) 試験及び検査 

安全上重要な施設のせん断停止回路は，せん

断処理施設の運転停止時に試験及び検査ができ

る設計とする。他◇8 ，◇9  

 

4.2.3 主要設備の仕様 

(１) 燃料供給設備 

燃料供給設備の主要設備の仕様を第 4.2－１表

に示す。他◇2  

なお，燃料横転クレーン概要図を第 4.2－２図

に示す。他◇2  

(２) せん断処理設備 

せん断処理設備の主要設備の仕様を第 4.2－２

表に示す。他◇2  

なお，せん断機概要図を第 4.2－３図に示す。

他◇2  

4.2.4  系統構成及び主要設備 

4.2.4.1  燃料供給設備 

 燃料供給設備は，２系列で構成する。他◇1  

 

燃料供給設備の最大処理能力は，ＢＷＲ使用

済燃料集合体を処理する場合は 4.2ｔ・ＵＰｒ／

ｄ／系列，ＰＷＲ使用済燃料集合体を処理する

場合は 5.25ｔ・ＵＰｒ／ｄ／系列である。 

せん断③-1 

 

(１) 系統構成 

使用済燃料の貯蔵施設のバスケット搬送機で

燃料供給セルの直下へ搬送した使用済燃料集合

体を，燃料横転クレーンで１体ずつバスケット

搬送機のバスケットから取り出し横転させ，水

平にし，せん断機へ供給する。このとき，使用

済燃料集合体番号を確認し，光学的読み取り装

置による読み取りを行う。せん断③-2 
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燃料横転クレーンは，使用済燃料集合体を 1

体ずつしかつり上げられない構造とし，せん断

機へ 2体以上同時に供給しない設計とする。 

せん断③-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 せん断処理設備 

せん断処理設備の最大処理能力は，ＢＷＲ使

用済燃料集合体を処理する場合は，1 系列当た

り 4.2t・UPr/d/，ＰＷＲ使用済燃料集合体を処

理する場合，１系列当たり 5.25t・UPr/d/で処理

できる設計とする。せん断④-1 

 

 

せん断処理設備は，燃料供給設備の燃料横転

クレーンでせん断機の燃料供給部（以下「マガ

ジン」という。）に供給した使用済燃料集合体

を燃料送り出し装置で断続的にせん断機のせん

断部に送り出し，せん断刃によりせん断する設

計とする。せん断④-2 

 

せん断した燃料集合体端末片（以下「エンド

ピース」という。）は，ホッパを経て，エンド

ピース専用の移送管（以下「エンドピース シ

ュート」という。）を用いて重力により，溶解

施設のエンドピース酸洗浄槽へ送り，また，燃

料せん断片は，ホッパを経て，燃料せん断片専

用の移送管（以下「燃料せん断片シュート」と

いう。）を用いて重力により，溶解施設の溶解

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 主要設備 

 燃料供給設備の主要設備の臨界安全管理表を

第 4.2－３表に示す。他◇2  

 

ａ．燃料横転クレーン 

燃料横転クレーンは，使用済燃料集合体を１

体ずつしかつり上げられない構造とし，せん断

機へ２体以上同時に供給しない設計とする。 

せん断③-3 

 

燃料横転クレーンは，使用済燃料集合体の過

度のつり上げ防止，燃料のつかみ不良又は荷重

異常時のつり上げ防止，逸走防止等のインター

ロックを設けるとともに，つり上げた後バスケ

ット上部の燃料供給セルのシャッタを閉じる設

計とする。また，使用済燃料集合体の取扱い中

に電源喪失が発生しても燃料つかみ具が使用済

燃料集合体を放さないフェイルセイフ構造とす

る。他◇30  
また，燃料横転クレーンは，燃料横転クレー

ン保守セルを設け，クレーン，マニプレータ

（セル外からセル内の装置を操作する装置）等

を用い，遠隔保守が可能な設計とする。他◇32  
 

4.2.4.2  せん断処理設備 

せん断処理設備は，２系列で構成する。他◇1  

 

せん断処理設備の最大処理能力は，ＢＷＲ使

用済燃料集合体を処理する場合は，１系列当た

り 4.2ｔ・ＵＰｒ／ｄ，ＰＷＲ使用済燃料集合体

を処理する場合，１系列当たり 5.25ｔ・ＵＰｒ

／ｄである。せん断④-1 

 

 (１) 系統構成 

せん断処理設備は，燃料供給設備の燃料横転

クレーンでせん断機の燃料供給部（以下「マガ

ジン」という。）に供給した使用済燃料集合体

を燃料送り出し装置で断続的にせん断機のせん

断部に送り出し，せん断刃によりせん断する。 

せん断④-2 

 

せん断した燃料集合体端末片（以下「エンド

ピース」という。）は，ホッパを経て，エンド

ピース専用の移送管（以下「エンドピース シ

ュート」という。）を用いて重力により,溶解

施設のエンドピース酸洗浄槽へ送り，また，燃

料せん断片は，ホッパを経て，燃料せん断片専

用の移送管（以下「燃料せん断片シュート」と

いう。）を用いて重力により，溶解施設の溶解
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槽へ送る設計とする。せん断④-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また，せん断中にはせん断機の燃料供給口が

閉じて新たな使用済燃料集合体が供給できない

構造となる設計とする。せん断④-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，せん断機のせん断刃ホルダは，燃料せ

ん断片の長さが，約 5cm 以下に制限される構造

となる設計とする。せん断④-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

槽へ送る。せん断④-3 

 

(２) 主要設備 

せん断処理設備の主要設備の臨界安全管理表

を第 4.2－４表に示す。他◇2  

 

ａ．せん断機   

せん断機は，使用済燃料集合体のせん断を行

い，エンドピースは溶解施設のエンドピース酸

洗浄槽へ，燃料せん断片は溶解施設の溶解槽へ

送る機能を有し，以下の設計とする。他◇1  

 

 

せん断機は，せん断中にはせん断機の燃料供

給口が閉じて新たな使用済燃料集合体が供給で

きない構造とする。せん断④-4 

 

エンドピース及び燃料せん断片は，それぞれ

ホッパを経て，エンドピースシュート及び燃料

せん断片シュートによって，溶解施設のエンド

ピース酸洗浄槽及び溶解槽へ移送する。他◇1  

 

せん断機は，溶解施設の溶解槽内にある燃料せ

ん断片を受け入れる有孔容器（以下「バケッ

ト」という。）１個当たりの燃料装荷量が所定

量を超えないよう，また，エンドピース酸洗浄

槽に有意量の核燃料物質が入らないよう，せん

断機の燃料送り出し装置の送り出し長さの異常

等により自動的にせん断を停止するせん断停止

回路を設ける設計とする。他◇8 ，◇9  

 

なお，せん断機のせん断刃ホルダは，燃料せ

ん断片の長さが，約５ｃｍ以下に制限される構

造とする。せん断④-5 

 

せん断停止回路は，「6.1.2 計測制御設備」

で述べるようにバケット１個当たりに装荷する

燃料せん断片の量が，単一故障を仮定しても所

定量以上とならないように多重化する。 

他◇8 ，◇9  

 

なお，せん断停止回路は，せん断機の異常の

ほかに，溶解施設の溶解槽の核燃料物質の濃度

の異常等を検知するせん断停止回路からの信号

によりせん断を停止する設計とする。 

他◇8 ，◇9  

 

せん断機の廃ガスは，溶解施設の溶解槽を経

て気体廃棄物の廃棄施設のせん断処理・溶解廃

ガス処理設備に移送することによりせん断機内

を負圧に維持する。他③他◇28  
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せん断機は，せん断機内部及びホッパ部に傾

斜をつけてせん断粉末が蓄積し難い構造とす

る。さらに，せん断機のマガジン及びふた部か

ら窒素ガスを吹き込むことによって，せん断粉

末の蓄積を防止するとともに，せん断機内部を

窒素ガス雰囲気とする。他◇29  
 

せん断機は，マガジン内に供給した使用済燃

料集合体の崩壊熱をマガジン壁からの放熱によ

り除去する設計とする。他◇28  
 

せん断機は，せん断機・溶解槽保守セルを設

け，クレーン，マニプレータを用い遠隔保守が

可能な設計とする。他◇32  
 

4.2.5  試験・検査 

安全上重要な施設のせん断停止回路は，定期

的に試験及び検査を実施する。他◇32  
燃料横転クレーンは，定期的に作動試験及び

検査を実施する。他◇32  
 

4.2.6 評 価 

(１) 臨界安全 

燃料横転クレーン及びせん断機は，使用済燃

料集合体を２体以上同時に取り扱うことを防止

する構造であり，せん断機はせん断粉末が蓄積

し難い設計とするので，臨界を防止できる。他

◇27  
(２) 閉じ込め 

せん断機内部は，気体廃棄物の廃棄施設のせ

ん断処理・溶解廃ガス処理設備によってセル内

圧力により負圧を維持する設計とするので，閉

じ込め機能を確保できる。他◇28  
(３) 火災及び爆発の防止 

せん断機は，空気雰囲気でせん断を行っても

せん断時に生じるジルコニウム及びその合金粉

末の火災及び爆発のおそれはないが，せん断粉

末の蓄積を防止するために窒素ガスを吹き込む

ことで不活性雰囲気となるよう設計するので，

火災及び爆発を防止できる。他◇29  
(４) 崩壊熱除去 

せん断機は，マガジン内に装荷した使用済燃

料集合体の崩壊熱をマガジン壁からの放熱によ

り除去する設計とするので，過度の温度上昇を

防止できる。他◇28  
 

(５) 落下防止 

燃料横転クレ－ンは，電源喪失時にも燃料つ

かみ具が使用済燃料集合体を放さないフェイル 
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(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

(ａ) 燃料供給設備 

燃料横転クレ－ン ２ 台（１台／系列）他□2  

 

 

 

 

 

 

(ｂ) せん断処理設備 

せん断機 ２ 台（１台／系列）他□2  

 

 

 
 
 
 

セイフ構造とし，また逸走防止のインターロッ

クを設けることにより，使用済燃料集合体の落

下を防止できる。他◇30  
 

(６) 単一故障 

安全上重要な施設のせん断停止回路は，それ

らを構成する動的機器の単一故障を仮定して

も，溶解施設の臨界を防止できる。他◇8 ，◇9  

(７) 試験及び検査 

安全上重要な施設のせん断停止回路は，せん

断処理施設の運転停止時に試験及び検査をする

設計とするので，安全機能を損なうことなく，

試験及び検査ができる。他◇8 ，◇9  

 

第 4.2－１表 燃料供給設備の主要設備の仕様 

他◇2  

(１) 燃料横転クレーン 

種 類 横転式 

台 数 ２（１台／系列×２系列） 

容 量 使用済燃料集合体１体／台他◇11  
 

第 4.2－２表 せん断処理設備の主要設備の仕様

他◇2  

(１) せん断機 

種 類 横形 

台 数 ２（１台／系列×２系列） 

容 量 使用済燃料集合体１体／台 

主要材料 ステンレス鋼（本体） 

ベアリング鋼（せん断刃）他◇11  
 

第4.2－3表 燃料供給設備の主要設備の臨界安

全管理表他◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

①（P11）から 

①（P11）から 
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2.2 溶解施設 

 

 

 

 

 

 

溶解施設の設計に係る共通的な設計方針につ

いては，第１章 共通項目の「1. 核燃料物質

の臨界防止」，「3. 自然現象等」，「4. 閉じ

込めの機能」，「5. 火災等による損傷の防

止」，「6. 再処理施設内における溢水による

損傷の防止」，「7. 再処理施設内における化

学薬品の漏えいによる損傷の防止」及び「9. 

設備に対する要求」に基づくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 設計基準対象の施設 

溶解施設は，溶解設備2系列，清澄・計量設

備2系列（計量・調整槽以降は1系列）で構成

し，前処理建屋に収納する設計とする。 

溶解①-1,2 

 

 

 

溶解設備は，せん断処理施設のせん断処理設

備から受け入れた燃料せん断片を硝酸で溶解す

る設計とする。溶解②-1 

 

清澄・計量設備は，溶解液から不溶解残渣を

除去した後，溶解液中のウラン及びプルトニウ

ムの同位体組成を確認し，必要であれば調整し

た後，分離施設の分離設備に移送する設計とす

る。溶解②-2 

 

なお，万一溶解設備の溶解槽で臨界になった

場合に対処するために，可溶性中性子吸収材を

溶解槽に供給する可溶性中性子吸収材緊急供給

系を設ける設計とする。溶解②-3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 溶解施設 

(ⅰ) 構   造 

(a) 設計基準対象の施設 

溶解施設は，溶解設備２系列，清澄・計量設

備２系列 （一部１系列）で構成し，前処理建

屋に収納する。溶解①-1 

 

前処理建屋の主要構造は，「ニ．(１) せん

断処理施設 (ⅰ) 構造」に示す。他□1  

 

溶解設備は，せん断処理施設のせん断処理設

備から受け入れた燃料せん断片を硝酸で溶解す

る設備である。溶解②-1 

 

清澄・計量設備は，溶解液から不溶解残渣を

除去した後，溶解液中のウラン及びプルトニウ

ムの同位体組成を確認し，必要であれば調整し

た後，分離施設の分離設備に移送する設備であ

る。溶解②-2 

 

なお，万一溶解設備の溶解槽で臨界になった

場合に対処するために，可溶性中性子吸収材を

溶解槽に供給する可溶性中性子吸収材緊急供給

系を設ける。溶解②-3 

 

溶解施設系統概要図を第10図に示す。他□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3  溶解施設 

4.3.1.1  概  要 

 溶解施設は，溶解設備及び清澄・計量設備で

構成する。他◇1  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溶解①-2（P27から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

括弧内の説明内容を明確化した。 
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溶解施設で取り扱う使用済燃料は，ＢＷＲ及

びＰＷＲの使用済ウラン燃料集合体であって，

以下の仕様を満たすものである。 

照射前燃料最高濃縮度 ：５wt％ 

使用済燃料集合体平均濃縮度 ：3.5wt％以下 

使用済燃料最終取出し前の原子炉停止時から

の期間：15 年以上 

使用済燃料集合体最高燃焼度 ：55,000ＭＷ

ｄ／ｔ・ＵＰｒ 

なお，１日当たり処理する使用済燃料の平均

燃焼度は，45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ以下とす

る。他◇32  
 

使用済燃料の冷却期間は，旧申請書における

設計条件を維持することとし，以下の条件とす

る。 

せん断処理するまでの冷却期間 ：４年以上

他◇32  
 

溶解設備は，せん断処理施設のせん断機でせ

ん断した燃料せん断片を溶解槽のバケットに装

荷して硝酸を用いて燃料部分を溶解し，よう素

追出し槽において，溶解液中のよう素を気体廃

棄物の廃棄施設のせん断処理・溶解廃ガス処理

設備へ移送する設備である。他◇1  

 

また，溶解槽では，必要に応じて可溶性中性

子吸収材を加えた硝酸を用いて燃料部分を溶解

する。清澄・計量設備は，清澄機で不溶解残渣

を溶解液から除去し，計量・調整槽で溶解液の

計量を行い，必要であれば調整を行った後，分

離施設の分離設備へ溶解液を移送する設備であ

る。他◇1  

 

溶解施設系統概要図を第 4.3－１図に示す。

他◇2  

 

4.3.1.2 設計方針 

(１) 臨界安全 

 溶解施設の臨界安全管理を要する機器は，技

術的に見て想定されるいかなる場合でも制限濃

度安全形状寸法管理，濃度管理，質量管理，同

位体組成管理及び中性子吸収材管理並びにこれ

らの組合せにより，単一ユニットとして臨界を

防止できる設計とする。また，各単一ユニット

は，適切に配置することにより，複数ユニット

として臨界を防止できる設計とする。他◇27  
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(２) 閉じ込め 

 溶解施設の放射性物質を内包する機器は，腐

食し難い材料を使用し，かつ，漏えいし難い構

造とするとともに，万一液体状の放射性物質が

漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止し安全

に処置できる設計とする。他◇28  
また，気体廃棄物の廃棄施設で負圧を維持す

ることにより閉じ込め機能を確保できる設計と

する。他◇28  
 

(３) 火災及び爆発の防止 

 中間ポット，不溶解残渣回収槽，計量・調整

槽等の機器は，溶液の放射線分解により発生す

る水素の爆発を適切に防止できる設計とする。

他◇29  
 

(４) 崩壊熱除去 

不溶解残渣回収槽，計量・調整槽等の機器

は，崩壊熱による過度の温度上昇を防止するた

め，適切な冷却機能を有する設計とする。 

他◇28  
 

(５) 単一故障 

 安全上重要な施設の可溶性中性子吸収材緊急

供給系は，それらを構成する動的機器の単一故

障を仮定しても，安全機能が確保できる設計と

する。他◇31  
 

(６) 試験及び検査 

 安全上重要な施設の可溶性中性子吸収材緊急

供給系は，溶解施設の運転停止時に試験及び検

査ができる設計とする。他◇32  
 

4.3.1.3 主要設備の仕様 

(１) 溶解設備 

溶解設備の主要設備の仕様を第 4.3－１表に示

す。他◇2  

なお，溶解槽概要図を第 4.3－２図に示す。他

◇2  

(２) 清澄・計量設備 

清澄・計量設備の主要設備の仕様を第 4.3－２

表に示す。他◇2  

なお，清澄機概要図を第 4.3－３図に示す。他

◇2  
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2.2.1.1 溶解設備 

溶解設備の最大溶解能力は，ＢＷＲ使用済燃

料集合体については，1 系列当たり 4.2t・

UPr/d/，ＰＷＲ使用済燃料集合体については，1

系列当たり 5.25 t・UPr/d/である。 

溶解③-1 

 

 

溶解設備は，せん断処理施設のせん断機でせ

ん断した燃料せん断片を溶解槽に受け入れ，高

温の硝酸で燃料部分を溶解する設計とする。ま

た，必要に応じて，可溶性中性子吸収材を加え

た硝酸を用いて溶解する設計とする。溶解③-2 

 

溶解槽からの溶解液については，第 1 よう素

追出し槽及び第 2 よう素追出し槽において溶解

液中に残留するよう素を追い出し，中間ポット

において溶解液を冷却した後，重力流により清

澄・計量設備へ移送する設計とする。溶解③-3 

 

溶解後残った燃料被覆管せん断片（以下「ハ

ル」という。）は，ハル洗浄槽において洗浄す

る設計とする。溶解③-4 

 

せん断処理施設のせん断機でせん断したエン

ドピースは，エンドピース酸洗浄槽及びエンド

ピース水洗浄槽において洗浄した後，ハルとと

もにドラム詰めし，専用の運搬容器に収納して

低レベル固体廃棄物貯蔵設備のハル・エンドピ

ース貯蔵系へ搬送する設計とする。溶解③-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.4  系統構成及び主要設備 

4.3.1.4.1  溶解設備 

溶解設備は，２系列で構成する。他◇1  

溶解設備の最大溶解能力は，ＢＷＲ使用済燃

料集合体については，１系列当たり 4.2ｔ・ 

ＵＰｒ／ｄ，ＰＷＲ使用済燃料集合体について

は，１系列当たり 5.25ｔ・ＵＰｒ／ｄである。

溶解③-1 

 

 (１) 系統構成 

溶解設備は，せん断処理施設のせん断機でせ

ん断した燃料せん断片を溶解槽に受け入れ，高

温の硝酸で燃料部分を溶解する。また，必要に

応じて，可溶性中性子吸収材を加えた硝酸を用

いて溶解する。溶解③-2 

 

溶解槽からの溶解液は，第１よう素追出し槽

及び第２よう素追出し槽において溶解液中に残

留するよう素を追い出し，中間ポットにおいて

溶解液を冷却した後，重力流により清澄・計量

設備へ移送する。溶解③-3 

 

溶解後残った燃料被覆管せん断片（以下「ハ

ル」という。）は，ハル洗浄槽において洗浄す

る。溶解③-4 

 

せん断処理施設のせん断機でせん断したエン

ドピースは，エンドピース酸洗浄槽及びエンド

ピース水洗浄槽において洗浄した後，ハルとと

もにドラム詰めし，固体廃棄物の廃棄施設のハ

ル・エンドピース貯蔵系へ搬送する。溶解③-5 

 

溶解設備は，ＢＷＲ使用済燃料集合体を 4.2

ｔ・ＵＰｒ／ｄ処理する場合は，約６ｍｏｌ／Ｌ

の硝酸を約0.8ｍ３／ｈ供給し，燃料せん断片を

溶解する。また，ＰＷＲ使用済燃料集合体を

5.25ｔ・ＵＰｒ／ｄ処理する場合は，約６ｍｏｌ

／Ｌの硝酸を約0.9ｍ３／ｈ供給し，燃料せん断

片を溶解する。このときの溶解液中の硝酸濃度

は約３ｍｏｌ／Ｌ，ウラン及びプルトニウム濃

度は約 250ｇ・（Ｕ＋Ｐｕ）／Ｌである。ま

た，可溶性中性子吸収材を加えて溶解する場合

の可溶性中性子吸収材の濃度は，約 0.7ｇ・Ｇ

ｄ／Ｌ以上とする。他◇6  

 

ここでいうｇ・（Ｕ＋Ｐｕ）は，金属ウラン

及び金属プルトニウムの合計重量換算であり，

以下「ｇ・（Ｕ＋Ｐｕ）」という。）。他◇1  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溶解槽及びよう素追出し槽からの廃ガスにつ

いては，せん断処理施設のせん断機からの廃ガ

スとともに気体廃棄物の廃棄施設のせん断処

理・溶解廃ガス処理設備へ移送する設計とす

る。溶解③-6 

 

溶解設備は，再処理運転中又は工程の停止時

に，純水又は硝酸を用いて，洗浄する設計とす

る。溶解③-7 

 

また，工程の停止時に，水酸化ナトリウム又

は炭酸ナトリウムを用い，溶解槽，第 1 よう素

追出し槽及び第 2 よう素追出し槽を洗浄する設

計とする。溶解③-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溶解槽及びよう素追出し槽からの廃ガスは，

せん断処理施設のせん断機からの廃ガスととも

に気体廃棄物の廃棄施設のせん断処理・溶解廃

ガス処理設備へ移送する。溶解③-6 

 

再処理運転中又は工程の停止時に，純水又は

硝酸を用いて，溶解設備を洗浄する。 

溶解③-7 

 

また，工程の停止時に，水酸化ナトリウム又

は炭酸ナトリウムを用い，溶解槽，第１よう素

追出し槽及び第２よう素追出し槽を洗浄する。

溶解③-8 

 

 

(２) 主要設備 

溶解設備の臨界安全管理を要する機器は，制

限濃度安全形状寸法管理，濃度管理，質量管理

及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合せに

より，単一ユニットとして臨界を防止する設計

とする。他◇27  
 

また，各単一ユニットは，単一ユニット間の

中性子相互干渉を無視し得る配置とすることに

より，複数ユニットとして臨界を防止する設計

とする。他◇27  
 

万一，溶解槽で臨界になった場合に対処する

ために，可溶性中性子吸収材緊急供給回路の放

射線検出器により直ちに臨界を検知し，可溶性

中性子吸収材緊急供給槽から可溶性中性子吸収

材を溶解槽に供給する可溶性中性子吸収材緊急

供給系を設ける。他◇27  
 

溶解設備の主要設備の臨界安全管理表を第

4.3－３表に示す。他◇2  

 

溶解設備の主要機器は，ジルコニウム及びス

テンレス鋼を用い，接液部は溶接構造とし，異

種金属間は爆着接合法による異材継手及び水封

により接続する設計とする。他◇28  
 

また，機器を収納するセルの床には，ステン

レス鋼製の漏えい液受皿を設置し，漏えい検知

装置により漏えいを検知する設計とする。漏え

いした溶液は，スチ－ムジェットポンプで硝酸

調整槽，清澄・計量設備の中継槽等に移送する

設計とする。他◇28  
 

なお，溶解槽セル及び放射性配管分岐第１セ
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溶解槽は，容器本体及び内部に12個のバケッ

トを有する車輪状のホイールで構成し，ホイー

ルが回転する構造の設計とする。せん断処理施

設から燃料せん断片シュートを経てバケット内

へ装荷した燃料せん断片は，ホイールが回転し

一定時間以上高温の硝酸中に浸すことにより，

燃料部分が溶解しハルのみが残る設計とする。

また，燃料の溶解中に溶解液からよう素を追い

出す設計とする。溶解液については溶解槽から

連続的によう素追出し槽へ移送する設計とす

る。バケットに残ったハルは，ホイールが回転

してバケットがハル排出位置に達すると，ハル

排出口からハル洗浄槽へ排出する設計とする。

溶解③-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルにおいて，万一漏えいが起きた場合は，漏え

いした液体状の放射性物質が沸騰するおそれが

あるため，漏えい検知装置を多重化するととも

に，漏えい液の移送のためのスチームジェット

ポンプの蒸気は，その他再処理設備の附属施設

の安全蒸気系から適切に供給する設計とする。

他◇28  
 

溶解槽，よう素追出し槽，硝酸調整槽，硝酸

供給槽，エンドピース酸洗浄槽等は，気体廃棄

物の廃棄施設のせん断処理・溶解廃ガス処理設

備に接続し，負圧を維持するとともに，その他

の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類

廃ガス処理設備に接続し，負圧を維持する設計

とする。他◇28  
 

中間ポット等の高濃度の放射性物質を内包す

る機器は，その他再処理設備の附属施設の安全

圧縮空気系から空気を適切に供給し，溶液の放

射線分解により発生する水素を可燃限界濃度未

満に抑制する設計とする。また，中間ポット等

の主要機器は，接地し，着火源を適切に排除す

る設計とする。他◇29  
 

高濃度の放射性物質を内包する中間ポット

は，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水

系により冷却水を適切に供給し，崩壊熱を除去

する設計とする。他◇28  
 

安全上重要な施設の可溶性中性子吸収材緊急

供給系は，それを構成する動的機器の単一故障

を仮定しても溶解槽への可溶性中性子吸収材の

供給が可能なように，弁を多重化する設計とす

る。他◇9  

 

ａ．溶解槽 

溶解槽は，容器本体及び内部に12個のバケッ

トを有する車輪状のホイールで構成し，ホイー

ルが回転する構造である。せん断処理施設から

燃料せん断片シュートを経てバケット内へ装荷

した燃料せん断片は，ホイールが回転し一定時

間以上高温の硝酸中に浸すことにより，燃料部

分が溶解しハルのみが残る。また，燃料の溶解

中に溶解液からよう素を追い出す設計とする。

溶解液は溶解槽から連続的によう素追出し槽へ

移送する。バケットに残ったハルは，ホイール

が回転してバケットがハル排出位置に達する

と，ハル排出口からハル洗浄槽へ排出する。 

溶解③-9 
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第 1 よう素追出し槽及び第 2 よう素追出し槽

は，溶解液の加熱を行うことにより，溶解液中

のよう素を追い出す設計とする。なお，第 1 よ

う素追出し槽及び第 2 よう素追出し槽は NOx，

空気の供給ができる設計とする。溶解③-10, 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溶解槽は，溶解液温度を監視するとともに，

密度計により溶解液中の核燃料物質の濃度を監

視し，これらの異常信号により自動的にせん断

停止回路によりせん断を停止する設計とする。 

他◇8 ，◇9  

 

初期濃縮度に応じた，所定の燃焼度未満の使

用済燃料集合体を溶解する場合は，溶解槽に硝

酸供給槽から可溶性中性子吸収材を加えた硝酸

を供給することにより，溶解槽及び第１よう素

追出し槽以降の臨界を防止する設計とする。 

他◇1  

 

使用済燃料集合体の燃焼度は，使用済燃料の

受入れ施設に設置する燃焼度計測装置で測定す

る。他◇3  

 

また，万一溶解槽で臨界となった場合には，可

溶性中性子吸収材緊急供給槽から可溶性中性子

吸収材を溶解槽に供給して未臨界にするととも

に【他◇27 】，せん断停止回路によりせん断を停

止する設計とする。他◇9  

 

溶解槽は，せん断機・溶解槽保守セルを設

け，クレーン，マニプレータ等を用い遠隔保守

が可能な設計とする。他◇32  
 

ｂ．第１よう素追出し槽 

第１よう素追出し槽は，溶解液の加熱を行う

ことにより，溶解液中のよう素を追い出す設計

とする。なお，第１よう素追出し槽はＮＯｘ，

空気の供給ができる設計とする。 

溶解③-10 

 

第１よう素追出し槽は，密度計により溶解液

中の核燃料物質の濃度を監視し，密度が上昇し

た場合には警報を発し，溶解液中の核燃料物 

質の濃度の過度な上昇を防止する設計とする。

他◇8  

 

ｃ．第２よう素追出し槽 

第２よう素追出し槽は，溶解液の加熱を行う

ことにより，溶解液中のよう素を追い出す設計

とする。なお，第２よう素追出し槽は，ＮＯ

ｘ，空気の供給ができる設計とする。 

溶解③-11 

 

第２よう素追出し槽は，密度計により溶解液

中の核燃料物質の濃度を監視し，密度が上昇し

た場合には警報を発し，第２よう素追出し槽か
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ハル洗浄槽は，内壁にら旋状の傾斜路を有

し，垂直軸を中心に往復回転する構造の設計と

する。 

溶解槽からシュートによりハル洗浄槽の底部

へ装荷したハルは，ハル洗浄槽の往復回転及び

ハル自身の慣性力により傾斜路を上方へ移動

し，この間にハル洗浄槽内を満たした水で洗浄

する設計とする。洗浄されたハルは，シュート

にてドラムヘ排出する設計とする。溶解③-12 

 

 

 

 

 

 

エンドピース酸洗浄槽は，内部にバスケット

を有する構造の設計とする。せん断処理施設の

せん断機からエンドピースシュートにてバスケ

ット内部へ装荷したエンドピースは，高温の硝

酸を用いて洗浄した後，シュートにてエンドピ

ース水洗浄槽へ排出する設計とする。溶解③-

13 

 

 

 

 

 

 

 

エンドピース水洗浄槽は，エンドピース酸洗

浄槽とほぼ同じ構造の設計とする。エンドピー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ら計量・調整槽及び計量補助槽までの溶解液中

の核燃料物質の濃度の過度な上昇を防止する設

計とする。他◇8  

 

ｄ．中間ポット 

中間ポットは，よう素追出し槽からの溶解液

を受け入れ冷却した後，清澄・計量設備の中継

槽へ移送する設計とする。他◇1  

 

中間ポットは，内包する溶解液の崩壊熱を除

去するため，その他再処理設備の附属施設の１

系列の安全冷却水系により冷却ジャケットに冷

却水を適切に供給する設計とする。他◇28  
 

また，中間ポットは，溶液の放射線分解によ

って発生する水素を希釈するために，その他再

処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気

を適切に供給する設計とする。他◇29  
 

ｅ．ハル洗浄槽 

ハル洗浄槽は，内壁にら旋状の傾斜路を有

し，垂直軸を中心に往復回転する構造である。 

溶解槽からシュートによりハル洗浄槽の底部

へ装荷したハルは，ハル洗浄槽の往復回転及び

ハル自身の慣性力により傾斜路を上方へ移動

し，この間にハル洗浄槽内を満たした水で洗浄

を行う。洗浄されたハルは，シュートにてドラ

ムヘ排出する。溶解③-12 

 

ハル洗浄槽は，溶液の放射線分解によって発

生する水素を希釈するために，その他再処理設

備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切

に供給する設計とする。他◇29  
 

ｆ．エンドピース酸洗浄槽 

エンドピース酸洗浄槽は，内部にバスケット

を有する構造である。せん断処理施設のせん断

機からエンドピースシュートにてバスケット内

部へ装荷したエンドピースは，高温の硝酸を用

いて洗浄した後，シュートにてエンドピース水

洗浄槽へ排出する。溶解③-13 

 

エンドピース酸洗浄槽は，密度計により核燃

料物質の濃度を監視し，核燃料物質の濃度が過

度に上昇した場合には，せん断停止回路により

自動的にせん断を停止する設計とする。 

他◇8 ，◇9  

 

ｇ．エンドピース水洗浄槽 

エンドピース水洗浄槽は，エンドピース酸洗

浄槽とほぼ同じ構造である。エンドピース酸洗
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ス酸洗浄槽から受け入れたエンドピースは，水

を用い洗浄した後，シュートにてドラムヘ排出

する設計とする。溶解③-14 

 

 

水バッファ槽は，ハル洗浄槽でハルを洗浄し

た後の洗浄水やエンドピース水洗浄槽でエンド

ピースを洗浄した後の洗浄水等を受け入れた

後，硝酸調整槽へ移送する設計とする。溶解③

-15 

 

 

 

 

 

 

 

硝酸調整槽は，溶解槽で用いる硝酸の濃度を

調整するとともに，可溶性中性子吸収材を使用

する場合は，可溶性中性子吸収材の濃度を調整

する設計とする。調整した硝酸については，硝

酸供給槽へ移送する設計とする。溶解③-16 

 

 

 

 

 

 

 

硝酸供給槽は，硝酸調整槽で調整した硝酸を

溶解槽へ連続的に供給する設計とする。溶解③

-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浄槽から受け入れたエンドピースは，水を用い 

洗浄した後，シュートにてドラムヘ排出する。 

溶解③-14 

 

ｈ．水バッファ槽 

水バッファ槽は，ハル洗浄槽でハルを洗浄し

た後の洗浄水やエンドピース水洗浄槽でエンド

ピースを洗浄した後の洗浄水等を受け入れた

後，硝酸調整槽へ移送する設計とする。溶解③

-15 

 

水バッファ槽は，溶液の放射線分解によって

発生する水素を希釈するために，その他再処理

設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適

切に供給する設計とする。他◇29  
 

ｉ．硝酸調整槽 

硝酸調整槽は，溶解槽で用いる硝酸の濃度を

調整するとともに，可溶性中性子吸収材を使用

する場合は，可溶性中性子吸収材の濃度を調整

する設計とする。調整した硝酸は，硝酸供給槽

へ移送する。溶解③-16 

 

溶解槽で，可溶性中性子吸収材を使用する場

合は，硝酸調整槽で可溶性中性子吸収材が所定

濃度以上であることを分析により確認する。他

◇27  
 

ｊ．硝酸供給槽 

硝酸供給槽は，硝酸調整槽で調整した硝酸を

溶解槽へ連続的に供給する設計とする。溶解③

-17 

硝酸の濃度及び硝酸の流量を密度計及び流量

計により監視するとともに，硝酸の濃度又は硝

酸の流量が過度に低下した場合には，せん断停

止回路により自動的にせん断を停止する設計と

する。他◇8 ，◇9  

 

さらに，可溶性中性子吸収材を使用する場合

は，可溶性中性子吸収材の濃度を可溶性中性子

吸収材濃度監視計により監視する。他◇8  

 

ｋ．可溶性中性子吸収材緊急供給系 

可溶性中性子吸収材緊急供給系は，可溶性中

性子吸収材緊急供給槽，供給弁及び配管で構成

し，万一溶解槽で臨界になった場合には供給弁

を開けて，溶解槽に可溶性中性子吸収材を供給

する設計とする。他◇27  
 

可溶性中性子吸収材緊急供給槽は，万一溶解

槽で臨界になった場合に供給するための可溶性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

水バッファ槽は，ハル洗浄槽及びエンドピ

ース水洗浄槽の洗浄水の他に，機器の水封

に使用した水も受け入れるが，溶解施設の

主たる機能では無いため，許可の記載とお

りとした。 
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2.2.1.2 清澄・計量設備 

清澄・計量設備の最大処理能力は，ＢＷＲ使

用済燃料集合体については 4.2t・UPr/d/系列，

ＰＷＲ使用済燃料集合体については 5.25t・

UPr/d/系列である。溶解④-1 

 
清澄・計量設備は，清澄設備及び計量設備で

構成する。溶解④-2 

 

清澄設備は，溶解設備から不溶解残渣を含む

溶解液を中継槽に受け入れた後，清澄機に連続

供給し，不溶解残渣を分離除去し，清澄した溶

解液を計量設備に送り出す設計とする。溶解④

-3 

 

清澄機で分離した溶解液中の不溶解残渣は，

硝酸を用いて洗浄処理した後，洗浄液をリサイ

クル槽に回収し中継槽に戻す設計とする。洗浄

後の不溶解残渣については，清澄機からサイホ

ンで不溶解残渣回収槽に排出し，さらに，ポン

プにより液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液

処理設備へ移送する設計とする。溶解④-4 

 

計量設備は，清澄設備で清澄した溶解液を計

量前中間貯槽に受け入れた後，計量・調整槽で

ウラン及びプルトニウムの同位体組成を確認す

るとともに計量し，必要であれば調整又は計量

補助槽を用いて液量を調節した後，計量後中間

貯槽からポンプで分離施設の分離設備へ移送す

る設計とする。溶解④-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中性子吸収材を貯留する設計とする。他◇27  
 

4.3.1.4.2  清澄・計量設備 

清澄・計量設備は，２系列【他◇1 】（計量・調

整槽以降は１系列）【溶解①-2】で構成する。

他◇1  

 

清澄・計量設備の最大処理能力は，ＢＷＲ使

用済燃料集合体については 4.2ｔ・ＵＰｒ／ｄ／

系列,ＰＷＲ使用済燃料集合体については 5.25

ｔ・ＵＰｒ／ｄ／系列である。溶解④-1 

(１) 系統構成 

清澄・計量設備は，清澄設備及び計量設備で

構成する。溶解④-2 

 

清澄設備は，溶解設備から不溶解残渣を含む

溶解液を中継槽に受け入れた後，清澄機に連続

供給し，不溶解残渣を分離除去し，清澄した溶

解液を計量設備に送り出す設備である。 

溶解④-3 

 

清澄機で分離した溶解液中の不溶解残渣は，

硝酸を用いて洗浄処理した後，洗浄液をリサイ

クル槽に回収し中継槽に戻す。洗浄後の不溶解

残渣は，清澄機からサイホンで不溶解残渣回収

槽に排出し，さらに，ポンプにより液体廃棄物

の廃棄施設の高レベル廃液処理設備へ移送す

る。溶解④-4 

 

計量設備は，清澄設備で清澄した溶解液を計

量前中間貯槽に受け入れた後，計量・調整槽で

ウラン及びプルトニウムの同位体組成を確認す

るとともに計量し，必要であれば調整又は計量

補助槽を用いて液量を調節した後，計量後中間

貯槽からポンプで分離施設の分離設備へ移送す

る設備である。溶解④-5 

 

なお，更なる安全性向上の観点から，工程停

止時に実施する洗浄によって発生するアルカリ

洗浄廃液の誤移送を考慮し中継槽及び計量前中

間貯槽に対し，万一の臨界事故の発生に備え，

可溶性中性子吸収材を供給するための配管を設

けるとともに，可溶性中性子吸収材を配備す

る。他◇4  

 

(２) 主要設備 

清澄・計量設備の臨界安全管理を要する機器

は，濃度管理，同位体組成管理及び可溶性中性

子吸収材管理並びにこれらの組合せにより単一

ユニットとして臨界を防止する設計とする。 

他◇27  

 

溶解①-2(P18 へ) 
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また，各単一ユニットは，無限体系の未臨界

濃度で管理するため，複数ユニットは考慮しな

い。他◇27  
 

なお，中継槽から計量・調整槽及び計量補助

槽までの溶解液中の核燃料物質の濃度は，溶解

設備の第２よう素追出し槽で監視する。また，

可溶性中性子吸収材濃度は，溶解設備の硝酸調

整槽で確認する。◇27  
 

清澄・計量設備の主要設備の臨界安全管理表

を第 4.3－４表に示す。他◇2  

 

清澄・計量設備の主要機器は，ステンレス鋼

等を用い，接液部は溶接構造等の設計とする。 

他◇28  
 

また，機器を収納するセルの床には，ステン

レス鋼製の漏えい液受皿を設置し，漏えい検知

装置により漏えいを検知する設計とする。漏え

いした溶液は，スチームジェットポンプで溶解

設備の硝酸調整槽，中継槽等に移送する設計と

する。他◇28  
 

なお，不溶解残渣回収槽，計量・調整槽等の

高濃度の放射性物質を内蔵する機器を収納する

セルにおいて，万一漏えいが起きた場合は，漏

えいした溶液が沸騰するおそれがあるため，漏

えい検知装置を多重化するとともに，漏えい液

の移送のためのスチームジェットポンプの蒸気

は，その他再処理設備の附属施設の安全蒸気系

から適切に供給できる設計とする。他◇28  
 

清澄・計量設備の主要機器は，気体廃棄物の

廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備に接続し，負

圧に維持する設計とする。他◇28  
 

不溶解残渣回収槽，計量・調整槽等の高濃度

の放射性物質を内蔵する機器は，その他再処理

設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適

切に供給し，溶液の放射線分解により発生する

水素を可燃限界濃度未満に抑制する設計とす

る。また，不溶解残渣回収槽，計量・調整槽等

の主要機器は，接地し，着火源を適切に排除す

る設計とする。他◇29  
 

不溶解残渣回収槽，計量・調整槽等の高濃度の

放射性物質を内蔵する機器は，その他再処理設

備の附属施設の安全冷却水系により冷却水を適

切に供給し, 崩壊熱を除去する設計とする。 
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清澄機は，高速回転するボウルを内部に有す

る設計の遠心式の装置とする。溶解④-6 

 

清澄機は，中継槽から受け入れた溶解液を，

清澄機のボウル内に供給して，溶解液中の不溶

解残渣を高速回転で遠心力によりボウル内面に

捕集し，清澄後の溶解液を計量前中間貯槽に移

送する設計とする。所定量の溶解液を清澄処理

後，ボウル内面に捕集した不溶解残渣を低速回

転で硝酸を用い洗浄処理し，洗浄液をリサイク

ル槽に移送した後，不溶解残渣については水を

用いて不溶解残渣回収槽に排出する設計とす

る。溶解④-7 

 

これら洗浄用の硝酸及び水が使用不能となっ

た場合に対処するため，予備の硝酸を供給する

設計とする。溶解④-8 

 

なお，清澄機は，その他再処理設備の附属施

設の安全圧縮空気系から回転軸の軸封用の空気

を供給する設計とする。溶解④-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他◇28  
 

ａ．中継槽 

中継槽は，溶解設備の中間ポットから溶解液

を受け入れ，その溶解液を清澄機に供給する設

計とする。他◇1  

 

中継槽は，内蔵する溶解液の崩壊熱を除去す

るため，その他再処理設備の附属施設の２系列

の安全冷却水系により冷却水を分割した４系列

の冷却ジャケットに適切に供給する設計とす

る。他◇28  
 

中継槽は，溶液の放射線分解によって発生す

る水素を希釈するために，その他再処理設備の

附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供

給する設計とする。他◇29  
 

ｂ．清澄機 

清澄機は，高速回転するボウルを内部に有す

る遠心式の装置である。溶解④-6 

 

清澄機は，中継槽から受け入れた溶解液を，

清澄機のボウル内に供給して，溶解液中の不溶

解残渣を高速回転で遠心力によりボウル内面に

捕集し，清澄後の溶解液を計量前中間貯槽に移

送する。所定量の溶解液を清澄処理後，ボウル

内面に捕集した不溶解残渣を低速回転で硝酸を

用い洗浄処理し，洗浄液をリサイクル槽に移送

した後，不溶解残渣は水を用いて不溶解残渣回

収槽に排出する。溶解④-7 

 

これら洗浄用の硝酸及び水が使用不能となっ

た場合に対処するため,予備の硝酸を供給する

設計とする。溶解④-8 

 

なお，清澄機は，その他再処理設備の附属施

設の安全圧縮空気系から回転軸の軸封用の空気

を供給する設計とする。溶解④-9 

 

また，ボウル回転時の異常振動を検知するた

めの振動計及び軸受温度計を設置して，清澄機

の健全性を監視する。他◇32  
 

さらに，清澄機を設置するセルの上部にクレ

ーンを有する保守用の室を配置して，清澄機の

保守が可能な設計とする。他◇32  
 

ｃ．不溶解残渣回収槽 

不溶解残渣回収槽は，清澄機から排出する不

溶解残渣を受け入れ，液体廃棄物の廃棄施設の
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不溶解残渣回収槽は，受入れ用配管を閉塞等

の可能性を考慮して二重化する設計とする。ま

た，不溶解残渣を水中に懸濁させるために，パ

ルセータ式かくはん装置（圧縮空気の注入によ

り溶液をかくはんするかくはん器）を設置する

設計とする。溶解④-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リサイクル槽は，溶液のかくはんのために，

パルセータ式かくはん装置を設置する設計とす

る。溶解④-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不溶解残渣廃液一時貯槽へ移送する設計とす

る。他◇1  

受入れ用配管は，閉塞等の可能性を考慮して

二重化する。また，不溶解残渣を水中に懸濁さ

せるために，パルセータ式かくはん装置（圧縮 

空気の注入により溶液をかくはんするかくはん

器）を設置する。溶解④-10 

 

不溶解残渣回収槽は，不溶解残渣の崩壊熱を

除去するため，その他再処理設備の附属施設の

２系列の安全冷却水系により冷却水を分割した

４系列の冷却ジャケットに適切に供給する設計

とする。他◇28  
 

また，不溶解残渣回収槽は，溶液の放射線分

解によって発生する水素を希釈するために，そ

の他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系か

ら空気を適切に供給する設計とする。他◇29  
 

 

ｄ．リサイクル槽 

リサイクル槽は，清澄機に捕集した不溶解残

渣の洗浄液を受け入れ，中継槽に戻す設計とす

る。他◇1  

 

また，溶液のかくはんのために，パルセータ

式かくはん装置を設置する。溶解④-11 

 

リサイクル槽は，内蔵する溶解液の崩壊熱を

除去するため，その他再処理設備の附属施設の

２系列の安全冷却水系により冷却水を分割した

４系列の冷却ジャケットに適切に供給する設計

とする。他◇28  
 

リサイクル槽は，溶液の放射線分解によって

発生する水素を希釈するために，その他再処理

設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適

切に供給する設計とする。他◇29  
 

ｅ．計量前中間貯槽 

計量前中間貯槽は，清澄設備の清澄機から溶

解液を受け入れ，その溶解液を計量・調整槽に

移送する設計とする。他◇1  

 

計量前中間貯槽は，内蔵する溶解液の崩壊熱

を除去するため，その他再処理設備の附属施設

の１系列の安全冷却水系により冷却水を分割し

た２系列の冷却コイルに適切に供給する設計と

する。他◇28  
 

計量前中間貯槽は, 溶液の放射線分解によっ

【「等」の解説】 

不測の事態を『等』とすることから，許可

の記載のとおりとした。 

1184



別紙 1-2① 
基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第十六条（安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））（31/169） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計量補助槽は，必要に応じて計量・調整槽の

液量を調節するために，計量・調整槽から溶解

液の一部を受け入れる設計とする。また，受け

入れた溶解液については，計量前中間貯槽へ移

送する設計とする。溶解④-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て発生する水素を希釈するために，その他再処

理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を

適切に供給する設計とする。他◇29  
 

ｆ．計量・調整槽 

計量・調整槽は，計量前中間貯槽から移送し

た溶解液を受け入れ，溶解液の計量を行い，必

要であれば調整又は計量補助槽を用いて液量を

調節した後，計量後中間貯槽に移送する設計と

する。なお，計量・調整槽では分析用試料を採

取して，ウラン－235 濃縮度，プルトニウム－

240 質量比，ウラン濃度及びプルトニウム濃度

を確認する。他◇1  

 

計量・調整槽は，内蔵する溶解液の崩壊熱を

除去するため，その他再処理設備の附属施設の

１系列の安全冷却水系により冷却水を分割した

２系列の冷却コイルに適切に供給する設計とす

る。他◇28  
 

計量・調整槽は, 溶液の放射線分解によって

発生する水素を希釈するために，その他再処理

設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適

切に供給する設計とする。他◇29  

 

ｇ．計量補助槽 

計量補助槽は，必要に応じて計量・調整槽の

液量を調節するために，計量・調整槽から溶解

液の一部を受け入れる設計とする。また，受け

入れた溶解液は，計量前中間貯槽へ移送する設

計とする。溶解④-12 

 

計量補助槽は，内蔵する溶解液の崩壊熱を除

去するため，その他再処理設備の附属施設の１

系列の安全冷却水系により冷却水を分割した２

系列の冷却コイルに適切に供給する設計とす

る。他◇28  
 

計量補助槽は，溶液の放射線分解によって発

生する水素を希釈するために，その他再処理設

備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切

に供給する設計とする。他◇29  

 

ｈ．計量後中間貯槽 

計量後中間貯槽は，計量・調整槽から溶解液

を受け入れて，その溶解液を分離施設の分離設

備へ移送する設計とする。他◇1  

 

計量後中間貯槽は，内蔵する溶解液の崩壊熱

を除去するため，その他再処理設備の附属施設

の１系列の安全冷却水系により冷却水を分割し
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た２系列の冷却コイルに適切に供給する設計と

する。他◇28  
 

計量後中間貯槽は，溶液の放射線分解によっ

て発生する水素を希釈するために，その他再処

理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を

適切に供給する設計とする。他◇29  
 

4.3.1.5 試験・検査 

安全上重要な施設の可溶性中性子吸収材緊急

供給系は，運転停止時に可溶性中性子吸収材緊

急供給回路からの信号による弁の作動試験等を

行うことにより定期的に試験及び検査を実施す

る。他◇32  
 

溶解槽等の機器は，据付け検査，外観検査等

の品質保証活動のもとに据付けを行う。他◇5  

 

4.3.1.6 評価 

(１) 臨界安全 

溶解施設の臨界安全管理を要する機器は，技

術的に見て想定されるいかなる場合にも第 4.3

－３表及び第 4.3－４表の臨界安全管理表に示

す他◇2  

制限濃度安全形状寸法管理，濃度管理，質量

管理，同位体組成管理及び中性子吸収材管理並

びにこれらの組合せにより，単一ユニットとし 

て臨界を防止できる。他◇27  
また，これらの機器は，各単一ユニット間の

中性子相互干渉が無視し得る配置であるので複

数ユニットとして臨界を防止できる。他◇27  
 

(２) 閉じ込め 

溶解施設の放射性物質を内包する主要機器

は，ステンレス鋼及びジルコニウムの腐食し難

い材料を用い，かつ，接液部は溶接構造とする

とともに，異種金属間の接続には爆着接合法に

よる異材継手及び水封により，漏えいし難い設

計とし，さらに，気体廃棄物の廃棄施設のせん

断処理・溶解廃ガス処理設備及び塔槽類廃ガス

処理設備により負圧を維持する設計とするので

閉じ込め機能を確保できる。他◇28  
溶解施設の主要機器を収納するセルの床に

は，漏えい液受皿を設置し，漏えい検知装置に

より漏えいを検知し，漏えいした溶液を硝酸調

整槽，中継槽等に移送する設計とするので，万

一液体状の放射性物質の漏えいを想定しても，

その拡大を防止できる。他◇28  
 

(３) 火災及び爆発の防止 

中間ポット，不溶解残渣回収槽，計量・調整
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 (ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

 (ａ) 設計基準対象の施設  

 (イ) 溶解設備 

溶解槽（連続式）２基（１基／系列） 

材料 ステンレス鋼（ふた及びホイ－ル） 

  ジルコニウム（容器本体） 

容量 約３ｍ３／基他□2  

 

 

第１よう素追出し槽２基（１基／系列） 

材料 ジルコニウム 

容量  約 1.2 ｍ３／基他□2  

 

 

 

第２よう素追出し槽２基（１基／系列） 

材料 ジルコニウム 

容量 約 1.2 ｍ３／基他□2  

 

 

 

中間ポット ２基（１基／系列） 

材料 ジルコニウム 

容量 約 0.14 ｍ３／基他□2  

 

 

槽等の高濃度の放射性物質を内包する機器は，

その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系

から空気を適切に供給し，溶液の放射線分解に

より発生する水素を可燃限界濃度未満に抑制す

る設計とし，さらに，接地するので，爆発を防

止できる。他◇29  
 

(４) 崩壊熱除去 

不溶解残渣回収槽，計量・調整槽等の高濃度

の放射性物質を内包する機器は，その他再処理

設備の附属施設の安全冷却水系により冷却水を

適切に供給する設計とするので，崩壊熱を除去

できる。他◇28  
 

(５) 単一故障 

安全上重要な施設の可溶性中性子吸収材緊急

供給系は，それらを構成する動的機器の単一故

障を仮定しても可溶性中性子吸収材が供給でき

る。他◇31  
 

(６) 試験及び検査 

安全上重要な施設の可溶性中性子吸収材緊急

供給系は，溶解施設の運転停止時に試験及び検

査をする設計とするので，安全機能を損なうこ

となく試験及び検査ができる。他◇32  
 

第 4.3－１表 溶解設備の主要設備の仕様 

(１) 溶 解 槽 

種 類 回転連続式 

基 数 ２（１基／系列×２系列) 

容 量 約３ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼（ふた及びホイール) 

ジルコニウム（容器本体) 他◇11  
 

(２) 第１よう素追出し槽 

種 類 たて置板状形 

基 数 ２（１基／系列×２系列) 

容 量 約 1.2ｍ３／基 

主要材料 ジルコニウム他◇11  
 

(３) 第２よう素追出し槽 

種 類 たて置板状形 

基 数 ２（１基／系列×２系列) 

容 量 約 1.2ｍ３／基 

主要材料 ジルコニウム他◇11  
 

(４) 中間ポット 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ２（１基／系列×２系列） 

容 量 約 0.14ｍ３／基 

主要材料 ジルコニウム他◇11  
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エンドピース酸洗浄槽  

２基（１基／系列） 

材料 ステンレス鋼 

容量 約 ２ ｍ３／基他□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可溶性中性子吸収材緊急供給槽 

 ２基（１基／系列） 

材料 ステンレス鋼 

容量 約 O.1 ｍ３／基他□2  

 

 

(ロ) 清澄・計量設備 

 

中 継 槽２基（１基／系列） 

材料 ステンレス鋼 

容量 約 ７ ｍ３／基他□2  

 

 

 

 

(５) ハル洗浄槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ２（１基／系列×２系列) 

容 量 約 0.2ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(６) エンド ピース酸洗浄槽 

種 類 たて置角柱形 

基 数 ２（１基／系列×２系列) 

容 量 約２ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(７) エンド ピース水洗浄槽 

種 類 たて置角柱形 

基 数 ２（１基／系列×２系列) 

容 量 約２ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(８) 水バッファ槽 

種 類 横置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約５ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(９) 硝酸調整槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ２（１基／系列×２系列) 

容 量 約８ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(10) 硝酸供給槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ２（１基／系列×２系列) 

容 量 約 10ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(11) 可溶性中性子吸収材緊急供給槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ２（１基／系列×２系列) 

容 量 約 O.1ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

第 4.3－２表 清澄・計量設備の主要設備の仕様 

他◇2  

(１) 中 継 槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ２（１基／系列×２系列) 

容 量 約７ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
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清澄機（遠心式）２台（１台／系列） 

材料 チタン（ボウル） 

ステンレス鋼（固定部他□2  

 

 

 

 

 

不溶解残渣回収槽 ２基（１基／系列） 

材料 ステンレス鋼 

容量  約５ ｍ３／基他□2  

 

 

 

リサイクル槽 ２基（１基／系列） 

材料 ステンレス鋼 

容量 約 ２ｍ３／基他□2  

 

 

 

計量前中間貯槽 ２基（１基／系列） 

材料 ステンレス鋼 

容量 約 25 ｍ３／基他□2  

 

 

 

計量・調整槽  １ 基 

材料 ステンレス鋼 

容量 約 25 ｍ３他□2  

 

 

 

計量補助槽   １ 基 

材料 ステンレス鋼 

容量 約 ７ ｍ３ 他□2  

 

 

 

計量後中間貯槽 １ 基 

材料 ステンレス鋼 

容量 約 25 ｍ３他□2  

 

 

 

 

(２) 清 澄 機 

種 類 遠心式 

台 数 ２（１台／系列×２系列) 

主要材料 チタン（ボウル) 

ステンレス鋼（固定部) 

回 転 数高速 約 2,000rpm 

低速 約 5rpm 他◇11  
 

(３) 不溶解残渣回収槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ２ (１基／系列×２系列) 

容 量 約５ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(４) リサイクル槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ２（１基／系列×２系列） 

容 量 約２ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(５) 計量前中間貯槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ２（１基／系列×２系列) 

容 量 約 25ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(６) 計量・調整槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 25ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(７) 計量補助槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約７ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(８) 計量後中間貯槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 25ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
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第4.3－3表 溶解設備の主要設備の臨界安全管

理表他◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3－４表 清澄・計量設備の主要設備の臨

界安全管理表他◇2  

 

 

 

第4.3－4表 清澄・計量設備の主要設備の臨界

安全管理表 
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2.3 分離施設 

 

 

 

 

 

分離施設の設計に係る共通的な設計方針につ

いては，第 1章 共通項目の「1. 核燃料物質

の臨界防止」，「2. 地盤」，「3. 自然現象

等」，「4. 閉じ込めの機能」，「5. 火災等に

よる損傷の防止」，「6. 再処理施設内におけ

る溢水による損傷の防止」，「7. 再処理施設

内における化学薬品の漏えいによる損傷の防

止」，「8. 遮蔽」及び「9. 設備に対する要

求」に基づくものとする。 

 

 

 

 

分離施設は，分離設備 1系列，分配設備 1系

列及び分離建屋一時貯留処理設備 1系列で構成

し，分離建屋に収納する設計とする。分離①-1 

 

分離建屋は，地上 4階，地下 3階の建物とす

る設計とする。分離①-2 

 

 

 

 

 

分離設備は，溶解施設の清澄・計量設備から

受け入れたウラン-235 濃縮度 1.6wt%以下の溶

解液中のウラン及びプルトニウムと核分裂生成

物を分離し，核分裂生成物を除去する設計とす

る。分離②-1 

 

 

分配設備は，ウランとプルトニウムを分離

し，精製施設のウラン精製設備及びプルトニウ

ム精製設備へ移送する設計とする。分離②-2 

 

 

 

 

 

 

 

分離建屋一時貯留処理設備は，分離建屋の放

射性物質を含む溶液を一時的に貯留し，処理す

る設計とする。分離②-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 分離施設 

(ⅰ) 構   造 

  分離施設は，分離設備１系列，分配設備１系

列及び分離建屋一時貯留処理設備１系列で構成

し，分離建屋に収納する。分離①-1 

 

分離建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート造

で，【他□2 】地上４階，地下３階，建築面積約

5,700ｍ２【他□2 】の建物である。分離①-2 

 

 分離建屋機器配置概要図を第 75 図から第 84

図に示す。他□1  

 

 分離設備は，溶解施設の清澄・計量設備から

受け入れたウラン－235濃縮度1.6ｗｔ％以下の

溶解液中のウラン及びプルトニウムと核分裂生

成物を分離し，核分裂生成物を除去する設備で

ある。分離②-1 

 

 

 分配設備は，ウランとプルトニウムを分離

し，精製施設のウラン精製設備及びプルトニウ

ム精製設備へ移送する設備である。分離②-2 

 

 

 

 

 

 

 

 分離建屋一時貯留処理設備は，分離建屋の放

射性物質を含む溶液を一時的に貯留し，処理す

る設備である。分離②-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4  分離施設 

4.4.1  概  要 

 分離施設は，分離設備，分配設備及び分離建

屋一時貯留処理設備で構成する。他◇1  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

分離設備は，溶解施設の清澄・計量設備で調整

した溶解液からＴＢＰ，ｎ－ドデカン(以下 4.

では｢希釈剤｣という。)及びこれらの混合物(以

下 4.では｢有機溶媒｣という。)を用いてウラン

及びプルトニウムと核分裂生成物を分離し，核

分裂生成物を除去する設備である。他◇1  

 

 分配設備は，分離設備で核分裂生成物を除去

したウラン及びプルトニウムを含む有機溶媒か

らウラナスを含む硝酸溶液を用いてウラン及び

プルトニウムを相互に分離する設備である。 

他◇1  

 

 

 

 

 

 分離建屋一時貯留処理設備は，分離設備，分

配設備等で取り扱う放射性物質を含む溶液を一

時的に貯留し，処理する設備である。他◇1  
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分離建屋一時貯留処理設備は，工程停止，定

期検査等の際に発生する機器内溶液，洗浄廃液

等の液体状の放射性物質を一時的に受け入れ貯

留し，有機相と水相の分離等の適切な処理を行

った後，分離設備，酸及び溶媒の回収施設の溶

媒回収設備等に移送する設計とする。分離②-4 

 

また，万一液体状の放射性物質が分離建屋内

の溶解液中間貯槽セル等の漏えい液受皿に漏え

いした場合に，漏えいした液体状の放射性物質

を一時的に受け入れ貯留し，有機相と水相の分

離等の適切な処理を行った後，分離設備，分配

設備，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備等

に移送する設計とする。分離②-5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 分離施設で処理する溶解液量は，約0.8ｍ３／

ｈである。他□3  

 

 

 

 分離設備及び分配設備系統概要図を第 11 図

に，分離建屋一時貯留処理設備系統概要図を第

12 図に示す。他  □1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 分離施設が 4.8ｔ･ ＵＰｒ／ｄの処理時に溶解

施設から分離施設に受け入れ，抽出塔へ供給す

る溶解液量は，約 0.8ｍ３／ｈである。他◇1  

 

 

 分離設備及び分配設備系統概要図を第 4.4－

１図に，また，分離建屋一時貯留処理設備系統

概要図を第 4.4－２図に示す。他◇2  

 

4.4.2  設計方針 

(１) 臨界安全 

分離施設の臨界安全管理を要する機器は，技

術的に見て想定されるいかなる場合でも全濃度

安全形状寸法管理，制限濃度安全形状寸法管

理，濃度管理，同位体組成管理及び中性子吸収

材管理並びにこれらの組合せにより，単一ユニ

ットとして臨界を防止する設計とする。また，

各単一ユニットは，適切に配置すること，又は

中性子吸収材管理との組合せ並びに単一ユニッ

ト間の中性子相互干渉を考慮しても未臨界を確

保できる設計とすることにより，複数ユニット

の臨界を防止する設計とする。他◇27  
 

(２) 閉じ込め 

分離施設の放射性物質を内蔵する機器は，腐

食し難い材料を使用し，かつ，漏えいし難い構

造とするとともに，万一液体状の放射性物質が

漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止し，安

全に処置できる設計とする。他◇28  
 また，気体廃棄物の廃棄施設で負圧を維持す

ることにより，閉じ込め機能を確保できる設計

とする。他◇28  
 

 

 

 

 

 

 

 

分離②-4(P50 から) 

 

 

 

 

 

 

分離②-5(P50 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 
基本設計方針に適した形となるように記載

を修正した。 
【「等」の解説】 

分離施設の冒頭の説明であるため，許可の記載

のとおり分離建屋一時貯留処理設備の概要を記

載する。 
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(３) 火災及び爆発の防止 

ウラン逆抽出器等の有機溶媒を使用する機器

は，有機溶媒による火災の発生を防止できる設

計とする。他◇29  
 

溶解液中間貯槽，抽出廃液中間貯槽等の機器

は，溶液の放射線分解により発生する水素の爆

発を適切に防止できる設計とする。他◇29  
 

ウラン濃縮缶は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応を適切に防止できる設計とする。他◇29  
 

分離施設のグローブ ボックスは，可能な限

り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計と

する。閉じ込め部材であるパネルに可燃性材料

を使用する場合は，火災によるパネルの損傷を

考慮しても収納する機器の閉じ込め機能を損な

わない設計とする。他◇29  
 

(４) 崩壊熱除去 

溶解液中間貯槽，抽出廃液中間貯槽等の機器

は，崩壊熱による過度の温度上昇を防止するた

め，適切な冷却機能を有する設計とする。 

他◇28  
 

(５) 単一故障 

安全上重要な施設のプルトニウム洗浄器の停

止系等は，それらを構成する動的機器の単一故

障を仮定しても安全機能が確保できる設計とす

る。他◇31  
 

(６) 試験及び検査 

安全上重要な施設のプルトニウム洗浄器の停

止系等は，運転停止時に試験及び検査ができる

設計とする。他◇32  
 

(７) 安全上重要な施設以外の施設の管理 

安全上重要な施設以外の施設とした抽出塔の

停止系及び補助抽出器の停止系は，多重化等の

高い信頼性を確保して既に設置され運用されて

いる経緯を踏まえ，安全上重要な施設と同等の

信頼性を維持する設計とする。他◇32  
 

 

4.4.3  主要設備の仕様 

(１) 分離設備 

分離設備の主要設備の仕様を第 4.4－１表に

示す。他◇2  

なお，環状形パルスカラム概要図を第 4.4－

３図に示す。他◇2  
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2.3.1.1 分離設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 溶解液中間貯槽に受け入れた溶解液は，溶解

液供給槽を経て抽出塔に供給する。有機溶媒を

用いて溶解液中のウラン及びプルトニウムを抽

出することにより，抽出塔からの抽出廃液中の

ウラン及びプルトニウム量は微量となる。ま

た，溶解液中の大部分の核分裂生成物について

は，有機溶媒に抽出されず，抽出廃液中に残存

する設計とする。分離③-1 

 

 ウラン及びプルトニウムを含む有機溶媒につ

いては，第 1洗浄塔で硝酸を用いて洗浄し，さ

らに，第 2洗浄塔で硝酸を用いて洗浄すること

により，有機溶媒中に同伴する少量の核分裂生

成物を除去した後，エアリフトポンプで分配設

備のプルトニウム分配塔に移送する設計とす

る。分離③-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 分配設備 

分配設備の主要設備の仕様を第 4.4－２表に

示す。他◇2  

なお,環状形パルスカラム概要図を第 4.4－３

図に，また,環状形槽概要図を第 4.4－４図に示

す。他◇2  

 

(３) 分離建屋一時貯留処理設備 

分離建屋一時貯留処理設備の主要設備の仕様

を第 4.4－３表に示す。他◇2  

 

 

4.4.4  系統構成及び主要設備 

4.4.4.1  分離設備 

 分離設備は，１系列で構成する。他◇1  

 

 分離設備の最大分離能力は，4.8ｔ・ＵＰｒ／

ｄ及び 54ｋｇ・Ｐｕ／ｄ（ここでいうｋｇ・Ｐ

ｕは金属プルトニウム重量換算であり，以下

「ｋｇ・Ｐｕ」という。）である。他◇6  

 

(１) 系統構成 

分離設備は，溶解施設の清澄・計量設備から

受け入れた溶解液から有機溶媒を用いてウラン

及びプルトニウムと核分裂生成物を分離し，核

分裂生成物を除去する設備である。他◇1  

 

 溶解施設の清澄・計量設備の計量後中間貯槽

から溶解液中間貯槽に受け入れる溶解液は，ウ

ラン濃度を約 250ｇ・Ｕ／Ｌ，硝酸濃度を約３

ｍｏｌ／Ｌに調整した溶解液で，１年平均領域

の使用済燃料を処理する際のプルトニウム濃度

は，約３ｇ・Ｐｕ／Ｌである。他◇6  

 

溶解液中間貯槽に受け入れた溶解液は，溶解

液供給槽を経て抽出塔に約0.8ｍ３／ｈの流量で

【他◇6 】供給する。有機溶媒を用いて溶解液中

のウラン及びプルトニウムを抽出することによ

り，抽出塔からの抽出廃液中のウラン及びプル

トニウム量は微量となる。また，溶解液中の大

部分の核分裂生成物は，有機溶媒に抽出され

ず，抽出廃液中に残存する。分離③-1 

 

 ウラン及びプルトニウムを含む有機溶媒は，

第１洗浄塔で約２ｍｏｌ／Ｌの【他◇6 】硝酸を

用いて洗浄し，さらに，第２洗浄塔で約 10ｍｏ

ｌ／Ｌ及び約1.5 ｍｏｌ／Ｌの【他◇6 】硝酸を

用いて洗浄することにより，有機溶媒中に同伴

する少量の核分裂生成物を除去した後，エアリ

フトポンプで分配設備のプルトニウム分配塔に

移送する。分離③-2 
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第 1 洗浄塔の洗浄廃液については，抽出塔に

移送する設計とする。第 2洗浄塔の洗浄廃液

は，補助抽出器に移送し，有機溶媒を用いて洗

浄廃液中の少量のウラン及びプルトニウムを抽

出することにより，補助抽出器からの抽出廃液

中のウラン及びプルトニウム量は，微量とな

る。補助抽出器からのウラン及びプルトニウム

を含む有機溶媒については，抽出塔に移送する

設計とする。分離③-3 

 

抽出塔からの抽出廃液については，TBP 洗浄

塔に移送し，希釈剤を用いて TBP を除去した

後，抽出廃液受槽を経て抽出廃液中間貯槽に移

送する設計とする。補助抽出器からの抽出廃液

については，TBP 洗浄器へ移送し，希釈剤を用

いて TBP を除去した後，補助抽出廃液受槽を経

て抽出廃液中間貯槽に移送する設計とする。分

離③-4 

 

抽出廃液中間貯槽に移送した抽出廃液につい

ては，試料採取してウラン及びプルトニウム量

を分析し，ウラン及びプルトニウムの濃度が有

意量以下であることを確認した後，抽出廃液供

給槽に移送する設計とする。分離③-5 

 

抽出廃液供給槽は，酸及び溶媒の回収施設の

酸回収設備の蒸発缶からの濃縮液，気体廃棄物

の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化廃ガス処

理設備の廃ガス洗浄液槽からの洗浄廃液等を受

け入れ，スチームジェットポンプで液体廃棄物

の廃棄施設の高レベル廃液処理設備の高レベル

廃液供給槽に移送する設計とする。分離③-6 

 

分離設備は，再処理運転中又は工程の停止時

に，純水又は硝酸を用いた洗浄ができる設計と

する。分離③-7 

 

 

また，工程の停止時に，水酸化ナトリウムを

用い，抽出塔，第 1洗浄塔，第 2洗浄塔及び

TBP 洗浄塔を洗浄できる設計とする。分離③-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分配設備のプルトニウム分配塔に移送する有機

溶媒の流量は，約2.3ｍ３／ｈ，ウラン濃度は，

約 80ｇ・Ｕ／Ｌ，１年平均領域の使用済燃料を

処理する際のプルトニウム濃度は，約 0.9ｇ・

Ｐｕ／Ｌである。他◇6  

 

 第１洗浄塔の洗浄廃液は，抽出塔に移送す

る。第２洗浄塔の洗浄廃液は，補助抽出器に移

送し，有機溶媒を用いて洗浄廃液中の少量のウ

ラン及びプルトニウムを抽出することにより，

補助抽出器からの抽出廃液中のウラン及びプル

トニウム量は，微量となる。補助抽出器からの

ウラン及びプルトニウムを含む有機溶媒は，抽

出塔に移送する。分離③-3 

 

 抽出塔からの抽出廃液は，ＴＢＰ洗浄塔に移

送し，希釈剤を用いてＴＢＰを除去した後，抽

出廃液受槽を経て抽出廃液中間貯槽に移送す

る。補助抽出器からの抽出廃液は，ＴＢＰ洗浄

器へ移送し，希釈剤を用いてＴＢＰを除去した

後，補助抽出廃液受槽を経て抽出廃液中間貯槽

に移送する。分離③-4 

 

 

 

 抽出廃液中間貯槽に移送した抽出廃液は，試

料採取してウラン及びプルトニウム量を分析

し，ウラン及びプルトニウムの濃度が有意量以

下であることを確認した後，抽出廃液供給槽に

移送する。分離③-5 

 

 抽出廃液供給槽は，酸及び溶媒の回収施設の

酸回収設備の蒸発缶からの濃縮液，気体廃棄物

の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化廃ガス処

理設備の廃ガス洗浄液槽からの洗浄廃液等を受

け入れ，スチームジェットポンプで液体廃棄物

の廃棄施設の高レベル廃液処理設備の高レベル

廃液供給槽に移送する。分離③-6 

 

再処理運転中又は工程の停止時に，純水又は

硝酸を用いて，分離設備を洗浄する。分離③-7 

 

 

 

また，工程の停止時に，水酸化ナトリウムを

用い，抽出塔，第１洗浄塔，第２洗浄塔及びＴ

ＢＰ洗浄塔を洗浄する。分離③-8 
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 (２) 主要設備 

分離設備の臨界安全管理を要する機器は，全

濃度安全形状寸法管理，制限濃度安全形状寸法

管理，濃度管理，同位体組成管理及び中性子吸

収材管理並びにこれらの組合せにより，単一ユ

ニットとして臨界を防止する設計とする。 

他◇27  
 

 また，各単一ユニットは，適切に配置するこ

と，又は中性子吸収材管理との組合せにより複

数ユニットの臨界を防止する設計とする。 

他◇27  
 

 なお，無限体系の未臨界濃度以下で管理する

単一ユニットについては，複数ユニットを考慮

しない。他◇27  
 

 分離設備の主要設備の臨界安全管理表を第

4.4－４表に示す。他◇2  

 

 分離設備の主要機器は，ステンレス鋼を用

い，接液部は溶接構造等の設計とする。他◇28  
 

また，万一液体状の放射性物質が漏えいした

場合に備えて機器を収納するセルの床には，漏

えい液受皿を設置し，漏えい検知装置を用いて

漏えいを検知する設計とし，漏えいした液体状

の放射性物質は，抽出廃液供給槽，分離建屋一

時貯留処理設備の第１一時貯留処理槽等に移送

する設計とする。なお，溶解液中間貯槽，抽出

塔等の高濃度の放射性物質を内蔵する機器を収

納するセルにおいて，万一漏えいが起きた場合

は，漏えいした液体状の放射性物質が沸騰又は

希釈剤の引火点に達するおそれがあるため，漏

えい検知装置を多重化するとともに，漏えい液

の移送のためのスチームジェットポンプの蒸気

は，その他再処理設備の附属施設の安全蒸気系

から適切に供給する設計とする。他◇28  
 

 分離設備の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施

設の塔槽類廃ガス処理設備に接続し，負圧を維

持する設計とする。他◇28  
 

 

 溶解液中間貯槽，溶解液供給槽，抽出塔，第

１洗浄塔，第２洗浄塔，ＴＢＰ洗浄塔，抽出廃

液受槽，抽出廃液中間貯槽及び抽出廃液供給槽

は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空

気系から空気を適切に供給し，溶液の放射線分

解により発生する水素を可燃限界濃未満に抑制
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する設計とする。他◇29  
 抽出塔，第１洗浄塔等の主要機器は，接地

し，着火源を適切に排除する設計とする。 

他◇29  
 

 溶解液中間貯槽，溶解液供給槽，抽出廃液受

槽，抽出廃液中間貯槽及び抽出廃液供給槽は，

その他再処理設備の附属施設の１系列の安全冷

却水系により冷却水を冷却コイルに適切に供給

し，崩壊熱を除去する設計とする。他◇28  
 

 安全上重要な施設以外の施設の抽出塔の停止

系，補助抽出器の停止系は，それらを構成する

動的機器の単一故障を仮定しても臨界安全を確

保するように，弁を多重化する設計とする。 

他◇32  
 

ａ．抽 出 塔 

抽出塔に供給する溶解液の移送配管には流量

計を設置し，溶解液の流量を制御，監視すると

ともに，濃度管理を行う抽出廃液受槽及び抽出

廃液中間貯槽に過度のプルトニウムが流出する

ことを防止するため，溶解液の流量高により警

報を発するとともに，溶解液の供給を自動的に

停止する停止系を設ける設計とする。酸及び溶

媒の回収施設の溶媒回収設備から，抽出塔に供

給する有機溶媒の移送配管には流量計を設置

し，有機溶媒の流量を制御，監視するととも

に，濃度管理を行う抽出廃液受槽及び抽出廃液

中間貯槽に過度のプルトニウムが流出すること

を防止するため，有機溶媒の流量低により警報

を発するとともに，ＴＢＰ洗浄塔から抽出廃液

受槽への抽出廃液の移送を自動的に停止する停

止系を設ける設計とする。他◇8  

 

第１洗浄塔から抽出塔への洗浄廃液の移送配

管には密度計を設置し，洗浄廃液の密度を監視

するとともに，濃度管理を行う抽出廃液受槽及

び抽出廃液中間貯槽に過度のプルトニウムが流

出することを防止するため，密度高により警報

を発するとともに，ＴＢＰ洗浄塔から抽出廃液

受槽への抽出廃液の移送を自動的に停止する停

止系を設ける設計とする。他◇8  

 

抽出廃液中のプルトニウム濃度の上昇を引き

起こすプロセス変動に対しては，抽出塔に供給

する溶解液の移送配管に設置する流量計，抽出

塔に供給する有機溶媒の移送配管に設置する流

量計及び第１洗浄塔から抽出塔への洗浄廃液の

移送配管に設置する密度計のほか，第１洗浄塔

へ供給する洗浄用供給硝酸濃度計及び約２ｍｏ
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ｌ／Ｌの洗浄用供給硝酸流量計を監視する設計

とする。他◇8  

 

 

ｂ．補助抽出器 

第２洗浄塔の洗浄廃液を受け入れる補助抽出

器の第７段の下部には，中性子検出器を設置し

て中性子の計数率を測定することで，第２洗浄

塔から受け入れるプルトニウム量及び補助抽出

器の抽出廃液中のプルトニウム量を監視すると

ともに，制限濃度安全形状寸法管理を行う補助

抽出器及びＴＢＰ洗浄器並びに濃度管理を行う

補助抽出廃液受槽及び抽出廃液中間貯槽に過度

のプルトニウムが流出することを防止するた

め，中性子検出器の計数率高により警報を発す

るとともに，第２洗浄塔から補助抽出器への洗

浄廃液の移送を自動的に停止する停止系を設け

る設計とする。他◇8  

 

補助抽出器内のプルトニウム濃度の上昇を引

き起こすプロセス変動に対しては，補助抽出器

の第７段の下部に設置する中性子検出器のほ

か，第２洗浄塔へ供給する洗浄用供給硝酸濃度

計，約 10ｍｏｌ／Ｌ及び約 1.5ｍｏｌ／Ｌの洗

浄用供給硝酸流量計を監視する設計とする。 

他◇8  

 

 

ｃ．ＴＢＰ洗浄器  

ＴＢＰ洗浄器は，液体廃棄物の廃棄施設の高

レベル廃液処理設備の高レベル廃液濃縮缶での

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止するた

め，ＴＢＰの混入防止対策として希釈剤を用い

て補助抽出器の抽出廃液を洗浄しＴＢＰを除去

する設計とする。他◇29  
 

 

ｄ．ＴＢＰ洗浄塔 

ＴＢＰ洗浄塔は，液体廃棄物の廃棄施設の高

レベル廃液処理設備の高レベル廃液濃縮缶での

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止するた

め，ＴＢＰの混入防止対策として希釈剤を用い

て抽出塔の抽出廃液を洗浄しＴＢＰを除去する

設計とする。他◇29  
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2.3.1.2 分配設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

分配設備は，分離設備からウラン及びプルト

ニウムを含む有機溶媒を受け入れ，ウランとプ

ルトニウムに分離し，ウランとプルトニウムを

別々に精製施設へ送り出す設計とする。分離④

-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

硝酸プルトニウム溶液については，ウラン洗

浄塔で有機溶媒を用いて微量のウランを除去

し，プルトニウム溶液 TBP 洗浄器で希釈剤を用

いて TBP を除去する設計とする。分離④-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．抽出廃液中間貯槽及び抽出廃液供給槽 

抽出廃液中間貯槽及び抽出廃液供給槽は，液

体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備の

高レベル廃液濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応を防止するため，ＴＢＰの混入防止

対策として抽出廃液から有機溶媒を分離するこ

とのできる設計とするとともに，水相を槽の下

部から抜き出す設計とする。他◇29  
 

4.4.4.2  分配設備 

分配設備は，１系列で構成する。他◇1  

 

 

分配設備の最大分離能力は，4.8ｔ・ＵＰｒ／

ｄ及び 54ｋｇ・Ｐｕ／ｄである。他◇6  

 

 

(１) 系統構成 

分配設備は，分離設備からウラン及びプルト

ニウムを含む有機溶媒を受け入れ，ウランとプ

ルトニウムに分離し，ウランとプルトニウムを

別々に精製施設へ送り出す設備である。分離④

-1 

 

 

 分離設備の第２洗浄塔からプルトニウム分配

塔に受け入れる有機溶媒の流量は，約2.3ｍ３／

ｈ，ウラン濃度は，約 80ｇ・Ｕ／Ｌ，１年平均

領域の使用済燃料を処理する際のプルトニウム

濃度は，約 0.9ｇ・Ｐｕ／Ｌであり，【他◇6 】

精製施設のウラン精製設備のウラナス溶液中間

貯槽からのウラナス及びヒドラジンを含む硝酸

溶液を用いプルトニウムを３価に還元し逆抽出

して，ウランを含む有機溶媒と硝酸プルトニウ

ム溶液に分離する。なお，ヒドラジンは，ウラ

ナス及び３価のプルトニウムの酸化を防止する

ために添加する。他◇1  

 

 硝酸プルトニウム溶液は，ウラン洗浄塔で有

機溶媒を用いて微量のウランを除去し，プルト

ニウム溶液ＴＢＰ洗浄器で希釈剤を用いてＴＢ

Ｐを除去する。分離④-2 

 

プルトニウム溶液ＴＢＰ洗浄器からの硝酸プル

トニウム溶液の流量は，約0.3ｍ３／ｈ，硝酸濃

度は，約 1.8ｍｏｌ／Ｌ，１年平均領域の使用

済燃料を処理する際のプルトニウム濃度は，約

６ｇ・Ｐｕ／Ｌであり，【他◇6 】プルトニウム

溶液受槽を経てプルトニウム溶液中間貯槽へ移

送し，ポンプで精製施設のプルトニウム精製設
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プルトニウム分配塔からのウランを含む有機

溶媒については，プルトニウム洗浄器に移送

し，プルトニウムの還元剤としてウラナス及び

ヒドラジンを含む硝酸溶液並びに逆抽出用液と

してヒドラジンを含む硝酸溶液を用いて，有機

溶媒中の微量のプルトニウムを除去した後，ウ

ラン逆抽出器へ移送し，逆抽出用硝酸を用いて

ウランを逆抽出する設計とする。分離④-3 

 

逆抽出によって得られた硝酸ウラニル溶液に

ついては,ウラン溶液 TBP 洗浄器に移送し,希釈

剤を用いて TBP を除去する設計とする。分離④

-4 

 

ウラン溶液 TBP 洗浄器及び精製施設のプルト

ニウム精製設備の逆抽出液受槽からの硝酸ウラ

ニル溶液については,ウラン濃縮缶供給槽に受

け入れた後,ウラン濃縮缶に供給する設計とす

る。分離④-5 

 

 

 

ウラン濃縮缶で濃縮した硝酸ウラニル溶液に

ついては，ウラン濃縮液受槽を経てポンプで精

製施設のウラン精製設備のウラン溶液供給槽へ

移送する設計とする。分離④-6 

 

 

 

 ウラン濃縮缶からの凝縮液については,ウラ

ン濃縮缶凝縮液受槽に受け入れた後,逆抽出用

硝酸としてウラン逆抽出器で利用する設計とす

る。分離④-7 

 

ウラン逆抽出器で逆抽出を終えた使用済みの

有機溶媒については，重力流で酸及び溶媒の回

収施設の溶媒回収設備の溶媒再生系の分離・分

配系の第 1洗浄器へ移送する設計とする。分離

④-8 

分配設備は，再処理運転中又は工程の停止時

に，純水又は硝酸を用いた洗浄ができる設計と

する。分離④-9 

また，工程の停止時に，水酸化ナトリウムを

用い，プルトニウム分配塔及びウラン洗浄塔を

洗浄する設計とする。分離④-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備のプルトニウム溶液供給槽へ移送する。他◇1  

 プルトニウム分配塔からのウランを含む有機

溶媒は，プルトニウム洗浄器に移送し，プルト

ニウムの還元剤としてウラナス及びヒドラジン

を含む硝酸溶液並びに逆抽出用液としてヒドラ

ジンを含む硝酸溶液を用いて，有機溶媒中の微

量のプルトニウムを除去した後，ウラン逆抽出

器へ移送し，逆抽出用硝酸を用いてウランを逆

抽出する。分離④-3 

 

 逆抽出によって得られた硝酸ウラニル溶液

は，ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器に移送し，希釈剤

を用いてＴＢＰを除去する。分離④-4 

 

 

ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器及び精製施設のプルト

ニウム精製設備の逆抽出液受槽からの硝酸ウラ

ニル溶液は，ウラン濃縮缶供給槽に受け入れた

後，ウラン濃縮缶に供給する。 分離④-5 

 

ウラン濃縮缶に供給する硝酸ウラニル溶液の

流量は，約 3.3ｍ３／ｈ，ウラン濃度は，約 60

ｇ・Ｕ／Ｌ，硝酸濃度は，約 0.1ｍｏｌ／Ｌで

ある。【他◇6 】ウラン濃縮缶で濃縮した硝酸ウ

ラニル溶液の流量は，約 0.6ｍ３／ｈ，ウラン

濃度は，約 350ｇ・Ｕ／Ｌ，硝酸濃度は，約

0.8ｍｏｌ／Ｌであり，【他◇6 】ウラン濃縮液

受槽を経てポンプで精製施設のウラン精製設備

のウラン溶液供給槽へ移送する。分離④-6 

 

 ウラン濃縮缶からの凝縮液は，ウラン濃縮缶

凝縮液受槽に受け入れた後，逆抽出用硝酸とし

てウラン逆抽出器で利用する。分離④-7 

 

 

 ウラン逆抽出器で逆抽出を終えた使用済みの

有機溶媒は，重力流で酸及び溶媒の回収施設の

溶媒回収設備の溶媒再生系の分離・分配系の第

１洗浄器へ移送する。分離④-8 

 

再処理運転中又は工程の停止時に，純水又は

硝酸を用いて，分配設備を洗浄する。分離④-9 

 

また，工程の停止時に，水酸化ナトリウムを

用い，プルトニウム分配塔及びウラン洗浄塔を

洗浄する。分離④-10 

 

 

 

(２) 主要設備 

 分配設備の臨界安全管理を要する機器は，全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200



別紙 1-2① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十六条（安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））（47/169） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

濃度安全形状寸法管理，濃度管理，同位体組成

管理及び中性子吸収材管理並びにこれらの組合

せにより，単一ユニットとして臨界を防止する

設計とする。他◇27  
 

また，各単一ユニットは，適切に配置するこ

と，又は中性子吸収材管理との組合せ並びに単

一ユニット間の中性子相互干渉を考慮しても未

臨界を確保できる設計とすることにより，複数

ユニットの臨界を防止する設計とする。他◇27  
 

分配設備の主要設備の臨界安全管理表を第

4.4－５表に示す。他◇2  

 

 分配設備の主要機器は，ステンレス鋼を用

い，接液部は溶接構造等の設計とする。他◇28  
 

また，万一液体状の放射性物質が漏えいした

場合に備えて機器を収納するセルの床には，漏

えい液受皿を設置し，漏えい検知装置を用いて

漏えいを検知する設計とする。漏えいした液体

状の放射性物質は，分離建屋一時貯留処理設備

の第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽等

に移送する設計とする。他◇28  
 

 分配設備の主要機器は，気体廃棄物の廃棄施

設の塔槽類廃ガス処理設備に接続し，負圧を維

持する設計とする。他◇28  
 

 プルトニウム分配塔，ウラン洗浄塔，プルト

ニウム洗浄器，プルトニウム溶液受槽及びプル

トニウム溶液中間貯槽は，その他再処理設備の

附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供

給し，溶液の放射線分解により発生する水素を

可燃限界濃度未満に抑制する設計とする。 

他◇29  
 

 プルトニウム洗浄器，プルトニウム分配塔等

の主要機器は，接地し，着火源を適切に排除す

る設計とする。他◇29  
 

 安全上重要な施設のプルトニウム洗浄器の停

止系及びウラン濃縮缶の停止系は，それらを構

成する動的機器の単一故障を仮定しても臨界安

全並びに火災及び爆発の防止を確保するよう

に，弁を多重化又は多様化する設計とする。 

他◇31  
 

ａ．プルトニウム分配塔 

プルトニウム分配塔は，プルトニウム分配塔

垂直方向に中性子検出器を設置し，中性子検出
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器の計数率の分布からプルトニウムの濃度分布

の傾向を監視し，濃度管理を行うプルトニウム

洗浄器への過度のプルトニウムの流出を事前に

検知する設計とする。他◇8  

 

なお，プルトニウム分配塔に供給するウラナ

ス及びヒドラジンを含む硝酸溶液の流量を制

御，監視し，流量低により警報を発する設計と

する。他◇8  

 

ｂ．プルトニウム洗浄器 

プルトニウム分配塔からの有機溶媒を受け入

れるプルトニウム洗浄器の第１段の下部に中性

子検出器を設置し，中性子の計数率を測定し，

プルトニウム分配塔から受け入れる有機溶媒中

に含まれるプルトニウム量を監視するととも

に，濃度管理を行うプルトニウム洗浄器に過度

のプルトニウムが流入することを防止するた

め，中性子検出器の計数率高により警報を発す

るとともに，プルトニウム分配塔からプルトニ

ウム洗浄器への有機溶媒の移送を自動的に停止

する停止系を設ける設計とする。また，プルト

ニウム洗浄器の第５段の有機溶媒は，アルファ

線検出器によってアルファ線の計数率を測定

し，ウラン逆抽出器へ移送する有機溶媒中に含

まれるプルトニウム量を監視するとともに，ウ

ラン逆抽出器に有意量のプルトニウムが流出す

ることを防止するため，アルファ線検出器の計

数率高により警報を発する設計とする。他◇8 ，

◇9  

 

なお，プルトニウム洗浄器に供給する硝酸濃

度が約 0.2ｍｏｌ／Ｌのヒドラジンを含む硝酸

溶液の流量を制御，監視し，流量低により警報

を発する設計とする。他◇8  

 

ｃ．ウラン逆抽出器 

ウラン逆抽出器は，ウランの逆抽出の効率を

高めるために，逆抽出用硝酸にはウラン濃縮缶

の凝縮液を熱交換器で約 60℃に冷却した硝酸を

使用し，ウラン逆抽出器内の溶液の温度を約

50℃とする。他◇6  

 

熱交換器出口の凝縮液の温度を制御，監視す

るとともに，温度高により警報を発する設計と

する。他◇8  

 

さらに，ウラン逆抽出器内の溶液の温度を監

視し，溶液の温度高により警報を発するととも

に，逆抽出用硝酸の供給を自動的に停止するこ

とにより，ウラン逆抽出器内の溶液の温度が希
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釈剤の引火点（74℃) を超えない設計とする。 

他◇8  

 

 

ｄ．ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器 

ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器は，ウラン濃縮缶で

のＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止する

ため，ＴＢＰの混入防止対策として希釈剤を用

いてウラン逆抽出器からの硝酸ウラニル溶液を

洗浄しＴＢＰを除去する設計とする。他◇29  
 

 

ｅ．ウラン濃縮缶供給槽 

ウラン濃縮缶供給槽は，ウラン濃縮缶でのＴ

ＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止するた

め，ＴＢＰの混入防止対策として硝酸ウラニル

溶液から有機溶媒を分離することのできる設計

とするとともに，水相を槽の下部から抜き出す

設計とする。他◇29  
 

 

ｆ．ウラン濃縮缶 

ウラン濃縮缶は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応を防止するため，ウラン濃縮缶の加熱部

に供給する約 130℃の加熱蒸気の温度を加熱蒸

気の圧力により制御し，温度計により監視し，

温度高により警報を発するとともに，加熱蒸気

の温度が 135℃を超えないために，蒸気発生器

に供給する一次蒸気及びウラン濃縮缶の加熱部

に供給する加熱蒸気を自動的に遮断する加熱蒸

気停止系を設ける設計とする。他◇29  
 

 

また，ウラン濃縮缶の缶内圧力及び液位を制

御，監視し，圧力高又は液位低により警報を発

するとともに，自動的に一次蒸気をしゃ断する

設計とする。さらに，ウラン濃縮缶内の溶液の

密度を監視するとともに，密度高により警報を

発する設計とする。他◇8  

 

 

 

 

 

 

4.4.4.3  分離建屋一時貯留処理設備 

 (１) 系統構成 

分離建屋一時貯留処理設備は，分離設備，分

配設備，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備

等から，工程停止，定期検査等の際に発生する

機器内溶液，洗浄廃液等の液体状の放射性物質
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2.3.1.3 分離建屋一時貯留処理設備 

第 1 一時貯留処理槽は，主にウラン，プルト

ニウム及び核分裂生成物が混在する分離設備の

抽出塔，第 1 洗浄塔等の機器内溶液等を受け入

れる設計とする。分離⑤-1 

 

 第 1 一時貯留処理槽に受け入れた溶液につい

ては，ウラナスを添加して有機相中のプルトニ

ウムを 3価に還元し水相中に移行させ，有機相

と水相を分離する等の処理を行うことができる

設計とする。水相については，その液体の性状

に応じて，第 7一時貯留処理槽に移送するか又

は試料採取してウラン及びプルトニウム量を分

析し，ウラン及びプルトニウム濃度が有意量以

下であることを確認した後，酸及び溶媒の回収

施設の酸回収設備の第 1供給槽等若しくは液体

廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第

1低レベル第 1廃液受槽等へスチームジェット

ポンプで移送する設計とする。有機相について

は，第 5一時貯留処理槽へ移送する設計とす

る。分離⑤-2 

 

第 2 一時貯留処理槽は，3 価のプルトニウム

が分離されている第 8 一時貯留処理槽の水相，

プルトニウム溶液中間貯槽セルの漏えい液受皿

に漏えいした液体状の放射性物質等を受け入れ

る設計とする。分離⑤-3 

 

第 2 一時貯留処理槽に受け入れた溶液につい

ては，亜硝酸ナトリウムを添加してプルトニウ

ムを 4価に酸化する等の処理を行うことができ

る設計とする。水相については，その液体の性

状に応じて，試料採取してプルトニウム量を分

析し，プルトニウム濃度を確認した後，第 3一

時貯留処理槽若しくは第 4一時貯留処理槽に移

送するか又は試料採取してウラン及びプルトニ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を一時的に受け入れ，有機相（有機溶媒）と水

相（硝酸ウラニル溶液，硝酸プルトニウム溶液

等の水溶液）の分離等の処理を行った後，分離

設備，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備等

に移送する設備である。分離②-4 

 

また，分離建屋一時貯留処理設備は，万一液

体状の放射性物質が分離建屋内の溶解液中間貯

槽セル等の漏えい液受皿に漏えいした場合，漏

えいした液体状の放射性物質を一時的に受け入

れ貯留し，有機相と水相の分離等の適切な処理

を行った後，分離設備，分配設備，酸及び溶媒

の回収施設の溶媒回収設備等に移送する設備で

ある。分離②-5 

 

 

 第１一時貯留処理槽は，主にウラン，プルト

ニウム及び核分裂生成物が混在する分離設備の

抽出塔，第１洗浄塔等の機器内溶液等を受け入

れる。分離⑤-1 

 

 第１一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，ウ

ラナスを添加して有機相中のプルトニウムを３

価に還元し水相中に移行させ，有機相と水相を

分離する等の処理を行う。水相は，その液体の

性状に応じて，第７一時貯留処理槽に移送する

か，又は試料採取してウラン及びプルトニウム

量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度が有

意量以下であることを確認した後，酸及び溶媒

の回収施設の酸回収設備の第１供給槽等若しく

は液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設

備の第１低レベル第１廃液受槽等へスチーム 

ジェットポンプで移送する。有機相は，第５一

時貯留処理槽へ移送する。分離⑤-2 

 

 

 

第２一時貯留処理槽は，主にプルトニウムの

原子価が３価である第８一時貯留処理槽からの

水相，プルトニウム溶液中間貯槽セルの漏えい

液受皿に漏えいした液体状の放射性物質等を受

け入れる。分離⑤-3 

 

第２一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，亜

硝酸ナトリウムを添加してプルトニウムを４価

に酸化する等の処理を行う。水相は，その液体

の性状に応じて，試料採取してプルトニウム量

を分析し，プルトニウム濃度を確認した後，第

３一時貯留処理槽若しくは第４一時貯留処理槽

に移送するか，又は試料採取してウラン及びプ

ルトニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウ

 

 

分離②-4(P38 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

分離②-5(P38 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

2.3.1.3 においては「等」が繰り返し用いられ

るが，これについては，以下のとおりに扱

う。 

・分離建屋一時貯留処理設備の各貯槽におけ

る溶液の処理操作は工程数が多いため，許

可のとおりに主要なものを示す。 

・分離建屋一時貯留処理設備の各貯槽に係る溶

液の移送経路は多数存在するため，許可のと

おりに主要なものを示す。 
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ウム量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度

が有意量以下であることを確認した後，酸及び

溶媒の回収施設の酸回収設備の第 1供給槽等若

しくは液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処

理設備の第 1低レベル第 1廃液受槽等へスチー

ムジェットポンプで移送する設計とする。分離

⑤-4 

 

第 3 一時貯留処理槽は，主にウラン，プルト

ニウム及び核分裂生成物が混在する第 2 一時貯

留処理槽，第 4 一時貯留処理槽及び第 7 一時貯

留処理槽からの水相，分離設備の抽出廃液受槽

等の機器内溶液，その他再処理設備の附属施設

の分析設備からの分析済溶液等を受け入れる設

計とする。分離⑤-5 

 

 

第 3 一時貯留処理槽に受け入れた溶液につい

ては，その液体の性状に応じて，試料採取して

ウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及

びプルトニウム濃度を確認した後，分離設備の

抽出塔へエアリフトポンプで移送するか又は試

料採取してウラン及びプルトニウム量を分析

し，ウラン及びプルトニウム濃度が有意量以下

であることを確認した後，酸及び溶媒の回収施

設の酸回収設備の第 1供給槽等若しくは液体廃

棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第 1

低レベル第 1廃液受槽等へスチームジェットポ

ンプで移送する設計とする。分離⑤-6 

 

 

第 4 一時貯留処理槽は，主に核分裂生成物を

含む第 2 一時貯留処理槽及び第 7 一時貯留処理

槽からの水相，分離設備の抽出廃液中間貯槽の

機器内溶液等を受け入れる設計とする。 

分離⑤-7 

 

 

 

 

 

第 4 一時貯留処理槽に受け入れた溶液につい

ては，その液体の性状に応じて，第 3一時貯留

処理槽へ移送するか又は試料採取してウラン及

びプルトニウム量を分析し，ウラン及びプルト

ニウム濃度が有意量以下であることを確認した

後，分離設備の TBP 洗浄塔へエアリフトポンプ

で若しくは抽出廃液供給槽へスチームジェット

ポンプで，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備

の第 1供給槽等，液体廃棄物の廃棄施設の低レ

ベル廃液処理設備の第 1低レベル第 1廃液受槽

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ム濃度が有意量以下であることを確認した後，

酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の第１供給

槽等若しくは液体廃棄物の廃棄施設の低レベル

廃液処理設備の第１低レベル第１廃液受槽等へ

スチームジェットポンプで移送する。 

分離⑤-4 

 

 

第３一時貯留処理槽は，主にウラン，プルト

ニウム及び核分裂生成物が混在する第２一時貯

留処理槽，第４一時貯留処理槽及び第７一時貯

留処理槽からの水相，分離設備の抽出廃液受槽

等の機器内溶液，その他再処理設備の附属施設

の分析設備からの分析済溶液等を受け入れる。 

分離⑤-5 

 

 

第３一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，そ

の液体の性状に応じて，試料採取してウラン及

びプルトニウム量を分析し，ウラン及びプルト

ニウム濃度を確認した後，分離設備の抽出塔へ

エアリフトポンプで移送するか，又は試料採取

してウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラ

ン及びプルトニウム濃度が有意量以下であるこ

とを確認した後，酸及び溶媒の回収施設の酸回

収設備の第１供給槽等若しくは液体廃棄物の廃

棄施設の低レベル廃液処理設備の第１低レベル

第１廃液受槽等へスチームジェットポンプで移

送する。分離⑤-6 

 

 

第４一時貯留処理槽は，主に核分裂生成物を

含む第２一時貯留処理槽及び第７一時貯留処理

槽からの水相，分離設備の抽出廃液中間貯槽の

機器内溶液等を受け入れる。分離⑤-7 

 

 

 

 

 

 

第４一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，そ

の液体の性状に応じて，第３一時貯留処理槽へ

移送するか，又は試料採取してウラン及びプル

トニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウム

濃度が有意量以下であることを確認した後，分

離設備のＴＢＰ洗浄塔へエアリフトポンプで，

若しくは抽出廃液供給槽へスチームジェット 

ポンプで，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備

の第１供給槽等，液体廃棄物の廃棄施設の低レ

ベル廃液処理設備の第１低レベル第１廃液受槽
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等又は高レベル廃液処理設備の高レベル濃縮廃

液一時貯槽等へスチームジェットポンプで移送

する設計とする。分離⑤-8 

 

 

第 5 一時貯留処理槽は，プルトニウムを除去

した第 1 一時貯留処理槽及び第 8 一時貯留処理

槽からの有機相等を受け入れる設計とする。 

分離⑤-9 

 

 

第 5 一時貯留処理槽に受け入れた有機相につ

いては，微量の水相の混入がある場合，有機相

と水相を分離する等の処理を行うことができる

設計とする。水相については，その液体の性状

に応じて，第 1一時貯留処理槽に移送するか又

は試料採取してウラン及びプルトニウム量を分

析し，ウラン及びプルトニウム濃度が有意量以

下であることを確認した後，酸及び溶媒の回収

施設の酸回収設備の第 1供給槽等若しくは液体

廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第

1低レベル第 1廃液受槽等へスチームジェット

ポンプで移送する設計とする。有機相について

は，試料採取してプルトニウム量を分析し，プ

ルトニウム濃度を確認した後，第 9一時貯留処

理槽へ移送する設計とする。分離⑤-10 

 

 

第 6 一時貯留処理槽は，分離設備の抽出塔及

び TBP 洗浄塔の有機相と水相の界面から抜き出

す抽出廃液等を受け入れる設計とする。分離⑤

-11 

 

 

 

第 6 一時貯留処理槽に受け入れた溶液につい

ては，有機相と水相を分離する等の処理を行う

ことができる設計とする。水相については，そ

の液体の性状に応じて，試料採取してウラン及

びプルトニウム量を分析し，ウラン及びプルト

ニウム濃度が有意量以下であることを確認した

後，分離設備の抽出廃液供給槽，液体廃棄物の

廃棄施設の高レベル廃液処理設備の高レベル濃

縮廃液一時貯槽等若しくは低レベル廃液処理設

備の第 1 低レベル第 1 廃液受槽等又は酸及び溶

媒の回収施設の酸回収設備の第 1 供給槽等へス

チームジェットポンプで移送する設計とする。

有機相については，第 9 一時貯留処理槽へ移送

する設計とする。分離⑤-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等又は高レベル廃液処理設備の高レベル濃縮廃

液一時貯槽等へスチームジェットポンプで移送

する。分離⑤-8 

 

 

第５一時貯留処理槽は，プルトニウムを除去

した第１一時貯留処理槽及び第８一時貯留処理

槽からの有機相等を受け入れる。分離⑤-9 

 

 

 

第５一時貯留処理槽に受け入れた有機相は，

微量の水相の混入がある場合，有機相と水相を

分離する等の処理を行う。水相は，その液体の

性状に応じて，第１一時貯留処理槽に移送する

か，又は試料採取してウラン及びプルトニウム

量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度が有

意量以下であることを確認した後，酸及び溶媒

の回収施設の酸回収設備の第１供給槽等若しく

は液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設

備の第１低レベル第１廃液受槽等へスチーム 

ジェットポンプで移送する。有機相は，試料採

取してプルトニウム量を分析し，プルトニウム

濃度を確認した後，第９一時貯留処理槽へ移送

する。分離⑤-10 

 

 

 

第６一時貯留処理槽は，分離設備の抽出塔及

びＴＢＰ洗浄塔の有機相と水相の界面から抜き

出す抽出廃液等を受け入れる。分離⑤-11 

 

 

 

 

第６一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，有

機相と水相を分離する等の処理を行う。水相

は，その液体の性状に応じて，試料採取してウ

ラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及び

プルトニウム濃度が有意量以下であることを確

認した後，分離設備の抽出廃液供給槽，液体廃

棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備の高レ

ベル濃縮廃液一時貯槽等若しくは低レベル廃液

処理設備の第１低レベル第１廃液受槽等，又は

酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の第１供給

槽等へスチームジェットポンプで移送する。有

機相は，第９一時貯留処理槽へ移送する。 

分離⑤-12 
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第 7 一時貯留処理槽は，主にプルトニウムの

原子価が 3 価である第 1 一時貯留処理槽からの

水相，溶解液中間貯槽セル等の漏えい液受皿に

漏えいした液体状の放射性物質等を受け入れる

設計とする。分離⑤-13 

 

 

 

第 7 一時貯留処理槽に受け入れた溶液につい

ては，亜硝酸ナトリウムを添加してプルトニウ

ムを 4価に酸化する等の処理を行うことができ

る設計とする。水相については，その液体の性

状に応じて，試料採取してプルトニウム量を分

析し，プルトニウム濃度を確認した後，第 3一

時貯留処理槽若しくは第 4一時貯留処理槽へ移

送するか又は試料採取してウラン及びプルトニ

ウム量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度

が有意量以下であることを確認した後，酸及び

溶媒の回収施設の酸回収設備の第 1供給槽等若

しくは液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処

理設備の第 1低レベル第 1廃液受槽等へスチー

ムジェットポンプで移送する設計とする。分離

⑤-14 

 

 

 

第 8 一時貯留処理槽は，主にプルトニウムを

含む分配設備のプルトニウム分配塔，ウラン洗

浄塔等の機器内溶液等を受け入れる設計とす

る。分離⑤-15 

 

 

 

第 8 一時貯留処理槽に受け入れた溶液につい

ては，ウラナスを添加して有機相中のプルトニ

ウムを 3価に還元し水相中に移行させ，有機相

と水相を分離する等の処理を行うことができる

設計とする。水相については，その液体の性状

に応じて，第 2一時貯留処理槽に移送するか又

は試料採取してウラン及びプルトニウム量を分

析し，ウラン及びプルトニウム濃度が有意量以

下であることを確認した後，酸及び溶媒の回収

施設の酸回収設備の第 1供給槽等若しくは液体

廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第

1低レベル第 1廃液受槽等へスチームジェット

ポンプで移送する設計とする。有機相について

は，第 5一時貯留処理槽へ移送する設計とす

る。分離⑤-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７一時貯留処理槽は，主にプルトニウムの

原子価が３価である第１一時貯留処理槽からの

水相，溶解液中間貯槽セル等の漏えい液受皿に

漏えいした液体状の放射性物質等を受け入れ

る。分離⑤-13 

 

 

 

第７一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，亜

硝酸ナトリウムを添加してプルトニウムを４価

に酸化する等の処理を行う。水相は，その液体

の性状に応じて，試料採取してプルトニウム量

を分析し，プルトニウム濃度を確認した後，第

３一時貯留処理槽若しくは第４一時貯留処理槽

へ移送するか，又は試料採取してウラン及びプ

ルトニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウ

ム濃度が有意量以下であることを確認した後，

酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の第１供給

槽等若しくは液体廃棄物の廃棄施設の低レベル

廃液処理設備の第１低レベル第１廃液受槽等へ

スチームジェットポンプで移送する。 

分離⑤-14 

 

 

 

 

第８一時貯留処理槽は，主にプルトニウムを

含む分配設備のプルトニウム分配塔，ウラン洗

浄塔等の機器内溶液等を受け入れる。分離⑤-

15 

 

 

 

第８一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，ウ

ラナスを添加して有機相中のプルトニウムを３

価に還元し水相中に移行させ，有機相と水相を

分離する等の処理を行う。水相は，その液体の

性状に応じて，第２一時貯留処理槽に移送する

か，又は試料採取してウラン及びプルトニウム

量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度が有

意量以下であることを確認した後，酸及び溶媒

の回収施設の酸回収設備の第１供給槽等若しく

は液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設

備の第１低レベル第１廃液受槽等へスチームジ

ェットポンプで移送する。有機相は，第５一時

貯留処理槽へ移送する。分離⑤-16 
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第 9 一時貯留処理槽は，プルトニウムを除去

した第 5 一時貯留処理槽，第 6 一時貯留処理槽

及び第10一時貯留処理槽からの有機相等を受け

入れる設計とする。分離⑤-17 

 

 

第 9 一時貯留処理槽に受け入れた有機相につ

いては，微量の水相の混入がある場合，有機相

と水相を分離する等の処理を行うことができる

設計とする。水相については，その液体の性状

に応じて，試料採取してウラン及びプルトニウ

ム量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度が

有意量以下であることを確認した後，酸及び溶

媒の回収施設の酸回収設備の第 1供給槽等若し

くは液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理

設備の第 1低レベル第 1廃液受槽等へスチーム

ジェットポンプで移送する設計とする。有機相

については，その液体の性状に応じて，分離設

備の第 1洗浄塔等又は試料採取してウラン及び

プルトニウム量を分析し，ウラン及びプルトニ

ウム濃度が有意量以下であることを確認した

後，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の溶

媒再生系の分離・分配系の第 1洗浄器へエアリ

フトポンプで移送する設計とする。 

分離⑤-18 

 

第 10 一時貯留処理槽は，主にウランを含む分

配設備のウラン逆抽出器等の機器内溶液，ウラ

ン及びプルトニウムを含まない酸及び溶媒の回

収施設の溶媒回収設備の溶媒再生系の分離・分

配系の第 1洗浄器等の機器内溶液等を受け入れ

る設計とする。分離⑤-19 

 

第 10 一時貯留処理槽に受け入れた溶液につい

ては，有機相と水相を分離する等の処理を行う

ことができる設計とする。水相については，そ

の液体の性状に応じて，試料採取してプルトニ

ウム量を分析し，プルトニウム濃度が有意量以

下であることを確認した後，分配設備のウラン

溶液 TBP 洗浄器等へエアリフトポンプで移送す

るか又は試料採取してウラン及びプルトニウム

量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度が有

意量以下であることを確認した後，液体廃棄物

の廃棄施設の高レベル廃液処理設備のアルカリ

廃液供給槽等若しくは低レベル廃液処理設備の

第 1低レベル第 1廃液受槽等又は酸及び溶媒の

回収施設の酸回収設備の第 1供給槽等へスチー

ムジェットポンプで移送する設計とする。有機

相については，その液体の性状に応じて，第 9

一時貯留処理槽に移送するか又は試料採取して

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９一時貯留処理槽は，プルトニウムを除去

した第５一時貯留処理槽，第６一時貯留処理槽

及び第10一時貯留処理槽からの有機相等を受け

入れる。分離⑤-17 

 

 

第９一時貯留処理槽に受け入れた有機相は，微

量の水相の混入がある場合，有機相と水相を分

離する等の処理を行う。水相は，その液体の性

状に応じて，試料採取してウラン及びプルトニ

ウム量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度

が有意量以下であることを確認した後，酸及び

溶媒の回収施設の酸回収設備の第１供給槽等若

しくは液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処

理設備の第１低レベル第１廃液受槽等へスチー

ムジェットポンプで移送する。有機相は，その

液体の性状に応じて，分離設備の第１洗浄塔

等，又は試料採取してウラン及びプルトニウム

量を分析し，ウラン及びプルトニウム濃度が有

意量以下であることを確認した後，酸及び溶媒

の回収施設の溶媒回収設備の溶媒再生系の分

離・分配系の第１洗浄器へエアリフトポンプで

移送する。分離⑤-18 

 

 

 

第 10 一時貯留処理槽は，主にウランを含む分

配設備のウラン逆抽出器等の機器内溶液，ウラ

ン及びプルトニウムを含まない酸及び溶媒の回

収施設の溶媒回収設備の溶媒再生系の分離・分

配系の第１洗浄器等の機器内溶液等を受け入れ

る。分離⑤-19 

 

第10一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，有

機相と水相を分離する等の処理を行う。水相

は，その液体の性状に応じて，試料採取してプ

ルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度が有

意量以下であることを確認した後，分配設備の

ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器等へエアリフトポンプ

で移送するか，又は試料採取してウラン及びプ

ルトニウム量を分析し，ウラン及びプルトニウ

ム濃度が有意量以下であることを確認した後，

液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備

のアルカリ廃液供給槽等若しくは低レベル廃液

処理設備の第１低レベル第１廃液受槽等，又は

酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の第１供給

槽等へスチームジェットポンプで移送する。有

機相は，その液体の性状に応じて，第９一時貯

留処理槽に移送するか，又は試料採取してウラ

ン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及びプ
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ウラン及びプルトニウム量を分析し，ウラン及

びプルトニウム濃度が有意量以下であることを

確認した後，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収

設備の溶媒再生系の分離・分配系の第 1洗浄器

へエアリフトポンプで移送する設計とする。分

離⑤-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルトニウム濃度が有意量以下であることを確認

した後，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備

の溶媒再生系の分離・分配系の第１洗浄器へエ

アリフトポンプで移送する。 

分離⑤-20 

 

 

なお，更なる安全性向上の観点から，全濃度

安全形状寸法管理の機器からの移送経路を有す

る全濃度安全形状寸法管理を行わない機器であ

る第３一時貯留処理槽，第４一時貯留処理槽，

第６一時貯留処理槽及び第９一時貯留処理槽に

対しても，万一の臨界事故の発生に備え，可溶

性中性子吸収材を供給するための配管を設ける

とともに，可溶性中性子吸収材を配備する。 

他◇4  

 

(２) 主要設備 

分離建屋一時貯留処理設備の臨界安全管理を

要する機器は，全濃度安全形状寸法管理，濃度

管理，同位体組成管理及び中性子吸収材管理並

びにこれらの組合せにより単一ユニットとして

臨界を防止する設計とする。また，各単一ユニ

ットは，単一ユニット間の中性子相互干渉を考

慮しても未臨界を確保できる設計とすることに

より，複数ユニットの臨界を防止する設計とす

る。他◇27  
 

なお，無限体系の未臨界濃度以下で管理する

単一ユニットについては，複数ユニットは考慮

しない。他◇27  
 

分離建屋一時貯留処理設備の主要設備の臨界

安全管理表を第 4.4－６表に示す。他◇2  

 

分離建屋一時貯留処理設備の主要機器は，ス

テンレス鋼を用い，接液部は溶接構造等の設計

とする。他◇28  
 

また，万一液体状の放射性物質が漏えいした

場合に備えて機器を収納するセルの床には，漏

えい液受皿を設置し，漏えい検知装置を用いて

漏えいを検知する設計とする。漏えいした液体

状の放射性物質は，第１一時貯留処理槽，第 10

一時貯留処理槽等に移送する設計とする。 

他◇28  
 

なお，第１一時貯留処理槽，第６一時貯留処

理槽等の高濃度の放射性物質を内蔵する機器を

収納するセルにおいて，万一漏えいが起きた場

合は，漏えいした液体状の放射性物質が沸騰又
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は希釈剤の引火点に達するおそれがあるため，

漏えい検知装置を多重化するとともに，漏えい

液の移送のためのスチーム ジェット ポンプの

蒸気は，その他再処理設備の附属施設の安全蒸

気系から適切に供給する設計とする。他◇28  
 

分離建屋一時貯留処理設備の主要機器は，気

体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備に

接続し，負圧を維持する設計とする。他◇28  
 

 

第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽，

第３一時貯留処理槽，第４一時貯留処理槽，第

５一時貯留処理槽，第６一時貯留処理槽，第７

一時貯留処理槽，第８一時貯留処理槽，第９一

時貯留処理槽及び第10一時貯留処理槽は，その

他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から

空気を適切に供給し，溶液の放射線分解により

発生する水素を可燃限界濃度未満に抑制する設

計とする。他◇29  
 

 

第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽等

の主要機器は，接地し，着火源を適切に排除す

る設計とする。他◇29  
 

 

第１一時貯留処理槽，第３一時貯留処理槽，

第４一時貯留処理槽，第７一時貯留処理槽及び

第８一時貯留処理槽は，その他再処理設備の附

属施設の１系列の安全冷却水系により冷却水を

冷却コイルに適切に供給し，第６一時貯留処理

槽は，独立した２系列の安全冷却水系により冷

却水を分割した４系列の冷却ジャケットに適切

に供給し，崩壊熱を除去する設計とする。 

他◇28  
 

 

 

4.4.5  試験・検査 

安全上重要な施設のプルトニウム洗浄器の停

止系は，送液停止回路等からの信号による定期

的な試験及び検査を実施する。他◇32  
 

プルトニウム洗浄器等の機器は，据付け検査，

外観検査等の品質保証活動のもとに据付けを行

う。他◇5  

 

「1.7.7 安全機能を有する施設の設計」に示

す安全上重要な施設から安全機能を有する施設

に分類を変更した抽出塔の停止系及び補助抽出
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器の停止系は，多重化等の高い信頼性を確保し

て設置され運用されている経緯を踏まえ，安全

上重要な施設と同等の信頼性を維持する観点か

ら，工程停止回路等からの信号による定期的な

試験及び検査を実施する。他◇32  
 

 

 

4.4.6  評  価 

(１) 臨界安全 

 分離施設の臨界安全管理を要する機器は，技

術的に見て想定されるいかなる場合でも全濃度

安全形状寸法管理，制限濃度安全形状寸法管

理，濃度管理，同位体組成管理及び中性子吸収

材管理並びにこれらの組合せにより，単一ユニ

ットとして臨界を防止できる。他◇27  
 また，各単一ユニットは，適切に配置するこ

と，又は中性子吸収材管理との組合せ並びに単

一ユニット間の中性子相互干渉を考慮しても未

臨界を確保できる設計とすることにより，複数

ユニットの臨界を防止できる。他◇27  
 

(２) 閉じ込め 

 分離施設の放射性物質を内蔵する機器は，腐

食し難いステンレス鋼を用い，かつ，接液部は

溶接構造等で漏えいし難い設計とし，さらに，

気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備

で負圧を維持する設計とするので，閉じ込め機

能を確保できる。他◇28  
 分離施設の主要機器を収納するセルの床に

は，漏えい液受皿を設置し，漏えい検知装置を

用いて漏えいを検知する設計とし，漏えいした

液体状の放射性物質を分離建屋一時貯留処理設

備等に移送する設計とするので，万一の液体状

の放射性物質の漏えいを想定してもその拡大を

防止できる。他◇28  
 

(３) 火災及び爆発の防止 

 ウラン逆抽出器等の有機溶媒を使用する機器

は，その機器内の溶液温度を希釈剤の引火点

（74℃）以下に制限する設計とし，さらに，機

器を接地し，着火源を適切に排除する設計とす

るので，有機溶媒による火災の発生を防止でき

る。他◇29  
 溶解液中間貯槽，抽出廃液中間貯槽等は，そ

の他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系か

ら空気を適切に供給し，溶液の放射線分解によ

り発生する水素を可燃限界濃度未満に抑制する

設計とし，さらに，機器を接地し，着火源を適

切に排除する設計とするので爆発を防止でき
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る。他◇29  
 ウラン濃縮缶は，ウラン溶液を受け入れる前

にウラン溶液ＴＢＰ洗浄器でＴＢＰを除去する

等のＴＢＰ混入防止対策を施すとともに，濃縮

缶加熱蒸気の温度を 135℃以下に制限する等の

設計とするので，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応を防止できる。他◇29  
分離施設のグローブ ボックスは，可能な限

り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計と

するので，火災の発生を防止できる。閉じ込め

部材であるパネルに可燃性材料を使用する場合

においても，放射性物質を内蔵する機器は不燃

性材料で構成するため，火災によるパネルの損

傷を考慮しても収納する機器の閉じ込め機能を

確保できる。他◇29  
 

(４) 崩壊熱除去 

 溶解液中間貯槽，抽出廃液中間貯槽等は，そ

の他再処理設備の附属施設の安全冷却水系によ

り冷却水を適切に供給する設計とするので，崩

壊熱を除去できる。他◇28  
 

(５) 単一故障 

 安全上重要な施設のプルトニウム洗浄器の停

止系等は，それらを構成する動的機器を多重化

又は多様化しているので単一故障を仮定しても

臨界安全，火災及び爆発の防止を確保できる。

他◇31  
 

(６) 試験及び検査 

 安全上重要な施設のプルトニウム洗浄器の停

止系等は，運転停止時に試験及び検査をする設

計とするので，安全機能を損なうことなく試験

及び検査ができる。他◇32  
 

(７) 安全上重要な施設以外の施設の管理 

 安全上重要な施設以外の施設とした抽出塔の

停止系及び補助抽出器の停止系は，多重化等の

高い信頼性で設計すること及び当該施設を継続

的に維持するための管理を行うことにより，安

全上重要な施設と同等の信頼性を維持できる。 

他◇32  
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(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

(a) 分離設備 

抽出塔   １基 

種類  環状形パルスカラム 

材料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

 

第１洗浄塔  １基 

種類  環状形パルスカラム 

材料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

 

第２洗浄塔  １基 

種類  環状形パルスカラム 

材料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

 

ＴＢＰ洗浄塔  １基 

種類  環状形パルスカラム 

材料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.4－１表 分離設備の主要設備の仕様 

 

 (１) 抽 出 塔 

    種  類    環状形パルスカラム 

    基  数    １ 

    環状部外径   約 49ｃｍ 

    環状部内径   約 31ｃｍ 

    高  さ    約 13ｍ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (２) 第１洗浄塔 

    種  類    環状形パルスカラム 

    基  数    １ 

    環状部外径   約 49ｃｍ 

    環状部内径   約 31ｃｍ 

    高  さ    約 13ｍ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (３) 第２洗浄塔 

    種  類    環状形パルスカラム 

    基  数    １ 

    環状部外径   約 49ｃｍ 

    環状部内径   約 31ｃｍ 

    高  さ    約 13ｍ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (４) ＴＢＰ洗浄塔 

    種  類    環状形パルスカラム 

    基  数    １ 

    環状部外径   約 41ｃｍ 

    環状部内径   約 23ｃｍ 

    高  さ    約 12ｍ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (５) 補助抽出器 

    種  類    ミキサ・セトラ 

    基  数    １ 

    高  さ    約 0.4ｍ 

    段  数    ７ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (６) ＴＢＰ洗浄器 

    種  類    ミキサ・セトラ 

    基  数    １ 

    高  さ    約 0.4ｍ 

    段  数    ３ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
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溶解液中間貯槽  １基 

材料  ステンレス鋼 

容量  約 25ｍ３他□2  

 

 

 

溶解液供給槽  １基 

材料  ステンレス鋼 

容量  約６ｍ３他□2  

 

 

 

抽出廃液受槽  １基 

材料  ステンレス鋼 

容量  約 15ｍ３他□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抽出廃液中間貯槽  １基 

材料  ステンレス鋼 

容量  約 20ｍ３他□2  

 

 

 

抽出廃液供給槽  ２基 

材料  ステンレス鋼 

容量  約 60ｍ３／基他□2  

 

 

 

 

 

(b) 分配設備 

プルトニウム分配塔  １基 

種類  環状形パルスカラム 

材料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

 

ウラン洗浄塔  １基 

種類  円筒形パルスカラム 

材料  ステンレス鋼他□2  

 (７) 溶解液中間貯槽 

    種  類    たて置円筒形 

    基  数    １ 

    容  量    約 25ｍ３  

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (８) 溶解液供給槽 

    種  類    たて置円筒形 

    基  数    １ 

    容  量    約６ｍ３  

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (９) 抽出廃液受槽 

    種  類    たて置円筒形 

    基  数    １ 

    容  量    約 15ｍ３  

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (10) 補助抽出廃液受槽 

    種  類    たて置円筒形 

    基  数    １ 

    容  量    約５ｍ３  

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (11) 抽出廃液中間貯槽 

    種  類    たて置円筒形 

    基  数    １ 

    容  量    約 20ｍ３  

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (12) 抽出廃液供給槽 

    種  類    たて置円筒形 

    基  数    ２ 

    容  量    約 60ｍ３／基 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 

第 4.4－２表 分配設備の主要設備の仕様 

 

 (１) プルトニウム分配塔 

    種  類    環状形パルスカラム 

    基  数    １ 

    環状部外径   約 65ｃｍ 

    環状部内径   約 47ｃｍ 

    高  さ    約 13ｍ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (２) ウラン洗浄塔 

    種  類    円筒形パルスカラム 

    基  数    １ 
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プルトニウム洗浄器  １基 

種類  ミキサ・セトラ 

材料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

 

ウラン逆抽出器  １基 

種類  ミキサ・セトラ 

材料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器  １基 

種類  ミキサ・セトラ 

材料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

プルトニウム溶液ＴＢＰ洗浄器  １基 

種類  ミキサ・セトラ 

材料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

プルトニウム溶液受槽  １基 

材料  ステンレス鋼 

容量  約３ｍ３他□2  

 

 

 

プルトニウム溶液中間貯槽  １基 

材料  ステンレス鋼 

容量  約３ｍ３他□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    内  径    約 20ｃｍ 

    高  さ    約 13ｍ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (３) プルトニウム洗浄器 

    種  類    ミキサ・セトラ 

    基  数    １ 

    高  さ    約 0.6ｍ 

    段  数    ６ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (４) ウラン逆抽出器 

    種  類    ミキサ・セトラ 

    基  数    １ 

    高  さ    約 0.6ｍ 

    段  数    ８ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (５) ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器 

    種  類    ミキサ・セトラ 

    基  数    １ 

    高  さ    約 0.6ｍ 

    段  数    ３ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (６) プルトニウム溶液ＴＢＰ洗浄器 

    種  類    ミキサ・セトラ 

    基  数    １ 

    高  さ    約 0.2ｍ 

    段  数    ３ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (７) プルトニウム溶液受槽 

    種  類    環状形 

    基  数    １ 

    容  量    約３ｍ３  

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (８) プルトニウム溶液中間貯槽 

    種  類    環状形 

    基  数    １ 

    容  量    約３ｍ３v 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (９) ウラン濃縮缶供給槽 

    種  類    たて置円筒形 

    基  数    １ 

    容  量    約 25ｍ３  

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
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ウラン濃縮缶  １基 

材料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 分離建屋一時貯留処理設備 

 

第１一時貯留処理槽  １基 

材料  ステンレス鋼 

容量  約３ｍ３他□2  

 

 

 

第２一時貯留処理槽  １基 

材料  ステンレス鋼 

容量  約３ｍ３他□2  

 

 

 

第３一時貯留処理槽  １基 

材料  ステンレス鋼 

容量  約 20ｍ３他□2  

 

 

 

第４一時貯留処理槽  １基 

材料  ステンレス鋼 

容量  約 20ｍ３他□2  

 

 

 

第５一時貯留処理槽  １基 

材料  ステンレス鋼 

容量  約３ｍ３他□2  

 (10) ウラン濃縮缶 

    種  類    熱サイホン式 

    基  数    １ 

    容  量    約 5.3ｍ３ 

    処理容量    約 3.4ｍ３／ｈ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (11) ウラン濃縮液受槽 

    種  類    たて置円筒形 

    基  数    １ 

    容  量    約 10ｍ３  

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (12) ウラン濃縮缶凝縮液受槽 

    種  類    たて置円筒形 

    基  数    １ 

    容  量    約 25ｍ３  

    主要材料    ステンレス鋼他◇2  

 

 

第 4.4－３表 分離建屋一時貯留処理設備の主

要設備の仕様 

 

 (１) 第１一時貯留処理槽 

    種  類    環状形 

    基  数    １ 

    容  量    約３ｍ３  

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (２) 第２一時貯留処理槽 

    種  類    環状形 

    基  数    １ 

    容  量    約３ｍ３  

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (３) 第３一時貯留処理槽 

    種  類    たて置円筒形 

    基  数    １ 

    容  量    約 20ｍ３  

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (４) 第４一時貯留処理槽 

    種  類    たて置円筒形 

    基  数    １ 

    容  量    約 20ｍ３  

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (５) 第５一時貯留処理槽 

    種  類    環状形 

    基  数    １ 
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第６一時貯留処理槽  １基 

材料  ステンレス鋼 

容量  約１ｍ３他□2  

 

 

 

第７一時貯留処理槽  １基 

材料  ステンレス鋼 

容量  約３ｍ３他□2  

 

 

 

第８一時貯留処理槽  １基 

材料  ステンレス鋼 

容量  約４ｍ３他□2  

 

 

 

第９一時貯留処理槽  １基 

材料  ステンレス鋼 

容量  約 10ｍ３他□2  

 

 

 

第 10 一時貯留処理槽  １基 

材料  ステンレス鋼 

容量  約 12ｍ３他□2  

 

    容  量    約３ｍ３  

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (６) 第６一時貯留処理槽 

    種  類    たて置円筒形 

    基  数    １ 

    容  量    約１ｍ３  

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (７) 第７一時貯留処理槽 

    種  類    環状形 

    基  数    １ 

    容  量    約３ｍ３ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (８) 第８一時貯留処理槽 

    種  類    環状形 

    基  数    １ 

    容  量    約４ｍ３  

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (９) 第９一時貯留処理槽 

    種  類    たて置円筒形 

    基  数    １ 

    容  量    約 10ｍ３  

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (10) 第 10 一時貯留処理槽 

    種  類    たて置円筒形 

    基  数    １ 

    容  量    約 12ｍ３ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
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第 4.4－４表 分離設備の主要設備の臨界安全

管理表 他◇2  

 
 

第 4.4－５表 分配設備の主要設備の臨界安全

管理表 他◇2  
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第4.4－６表 分離建屋一時貯留処理設備の主

要設備の臨界安全管理表 他◇2  
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2.4 精製施設 

 

 

 

 

精製施設の設計に係る共通的な設計方針につ

いては，第１章 共通項目の「1. 核燃料物質

の臨界防止」，「2. 地盤」，「3. 自然現象

等」，「4. 閉じ込めの機能」，「5. 火災等に

よる損傷の防止」，「6. 再処理施設内におけ

る溢水による損傷の防止」，「7. 再処理施設

内における化学薬品の漏えいによる損傷の防

止」，「8. 遮蔽」及び「9. 設備に対する要

求」に基づくものとする。 

 

 

 

 

2.4.1 設計基準対象の施設 

 

精製施設は，ウラン精製設備 1系列，プルト

ニウム精製設備 1系列及び精製建屋一時貯留処

理設備 1系列で構成し，精製建屋に収納する設

計とする。精製①-1 

 

精製建屋は，地上 6階，地下 3階の建物とす

る設計とする。精製①-2 

 

 

 

 

 

ウラン精製設備は，分離施設の分配設備から

受け入れた硝酸ウラニル溶液中の核分裂生成物

を除去し，脱硝施設のウラン脱硝設備及びウラ

ン・プルトニウム混合脱硝設備に移送する設計

とする。精製②-1 

 

プルトニウム精製設備は，分離施設の分配設

備から受け入れた硝酸プルトニウム溶液中の核

分裂生成物を除去し，ウラン・プルトニウム混

合脱硝設備に移送する設計とする。精製②-2 

 

精製建屋一時貯留処理設備は，精製建屋の放

射性物質を含む溶液を一時的に貯留し，処理す

る設計とする。精製②-3 

 

 

 

 

 

(４) 精製施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅰ) 構   造 

精製施設は，ウラン精製設備１系列，プルト

ニウム精製設備１系列及び精製建屋一時貯留処

理設備１系列で構成し，精製建屋に収納する。

精製①-1 

 

精製建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート造

で【他□2 】地上６階，地下３階，建築面積約

6,500ｍ２【他□2 】の建物である。精製①-2 

 

精製建屋機器配置概要図を第 85 図から第 97

図に示す。他□1  

 

ウラン精製設備は，分離施設の分配設備から

受け入れた硝酸ウラニル溶液中の核分裂生成物

を除去し，脱硝施設のウラン脱硝設備及びウラ

ン・プルトニウム混合脱硝設備に移送する設備

である。精製②-1 

 

プルトニウム精製設備は，分離施設の分配設

備から受け入れた硝酸プルトニウム溶液中の核

分裂生成物を除去し，ウラン・プルトニウム混

合脱硝設備に移送する設備である。精製②-2 

 

精製建屋一時貯留処理設備は，精製建屋の放

射性物質を含む溶液を一時的に貯留し，処理す

る設備である。精製②-3 

 

 

 

 

 

4.5 精製施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1 設計基準対象の施設 

4.5.1.1 概要 

 精製施設は，ウラン精製設備，プルトニウム

精製設備及び精製建屋一時貯留処理設備で構成

する。他◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウラン精製設備は，分離施設の分配設備で分

離した硝酸ウラニル溶液を精製する設備であ

る。他◇1  

 

 

 

プルトニウム精製設備は，分離施設の分配設

備で分離した硝酸プルトニウム溶液を精製する

設備である。他◇1  

 

精製建屋一時貯留処理設備は，ウラン精製設

備，プルトニウム精製設備等で取り扱う放射性

物質を含む溶液を一時的に貯留し，処理する設

備である。他◇1  
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2.4.1.1 ウラン精製設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製施設のウラン精製設備で処理する硝酸ウ

ラニル溶液量は，約 0.6ｍ３／ｈ，プルトニウ

ム精製設備で処理する硝酸プルトニウム溶液量

は，約 0.5ｍ３／ｈである。他□3  

 

 

 

 

 

ウラン精製設備系統概要図を第 13 図に，プ

ルトニウム精製設備系統概要図を第 14 図に，

精製建屋一時貯留処理設備系統概要図を第 15

図に示す。他□1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製施設のウラン精製設備が 4.8ｔ・Ｕ／ｄ

の処理時に分離施設から精製施設のウラン精製

設備に受け入れ，抽出器へ供給する硝酸ウラニ

ル溶液量は，約 0.6ｍ３／ｈ，プルトニウム精

製設備が 54ｋｇ・Ｐｕ／ｄの処理時に分離施設

から精製施設のプルトニウム精製設備に受け入

れ，酸化塔へ供給する硝酸プルトニウム溶液量

は，約 0.5ｍ３／ｈである。他◇1  

 

なお，精製施設は，ウラン－235 濃縮度が

1.6wt％以下の硝酸ウラニル溶液，プルトニウ

ム－240 重量比が 17wt％以上の硝酸プルトニウ

ム溶液を受け入れる。他◇25  
 

 

 

 

 

 

 

4.5.1.2 ウラン精製設備 

4.5.1.2.1 概要 

ウラン精製設備は，精製(抽出，洗浄，逆抽

出)及び濃縮を行う設備である。他◇1  

 

ウラン精製設備系統概要図を第 4.5－１図に

示す。他◇2  

 

4.5.1.2.2 設計方針 

(１) 閉じ込め 

ウラン精製設備の放射性物質を内蔵する機器

は，腐食し難い材料を使用し，かつ，漏えいし

難い構造とするとともに，万一液体状の放射性

物質が漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止

し安全に処置できる設計とする。他◇28  
 

 

また，気体廃棄物の廃棄施設で負圧を維持す

ることにより，閉じ込め機能を確保できる設計

とする。他◇28  
 

(２) 火災及び爆発の防止 

逆抽出器等の有機溶媒を使用する機器は，有

機溶媒による火災の発生を防止できる設計とす

る。他◇29  
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 ウラン精製設備は，分離施設の分配設備から

受け入れた硝酸ウラニル溶液を有機溶媒，硝酸

及びヒドラジンを用い，抽出，洗浄及び逆抽出

の操作を行い，ウラン濃縮缶で濃縮を行って，

ウランの精製を行う設備である。精製③-1 

 

分離施設の分配設備のウラン濃縮液受槽から

ウラン溶液供給槽に受け入れる硝酸ウラニル溶

液については，硝酸及びヒドラジンを含む硝酸

溶液を添加してウラン濃度，硝酸濃度を調整

し，抽出器に供給する設計とする。精製③-2 

 

 

 

抽出器では有機溶媒を用いてウランを抽出す

る。次にウランを含む有機溶媒は，核分裂生成

物洗浄器に移送し，ヒドラジンを含む硝酸溶液

を用いて有機溶媒中に存在する微量の核分裂生

成物等の除去を行った後，逆抽出器に移送し，

逆抽出用硝酸を用いてウランを逆抽出する設計

とする。逆抽出によって得られた硝酸ウラニル

溶液については，ウラン溶液 TBP 洗浄器に移送

し，希釈剤を用いて TBP を除去する設計とす

る。ウラン溶液 TBP 洗浄器からの硝酸ウラニル

溶液については，ウラン濃縮缶供給槽に受け入

れた後，ウラン濃縮缶に供給する設計とする。

精製③-3 

ウラン濃縮缶で濃縮した硝酸ウラニル溶液に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウラナス製造器等の水素を使用する機器は，

水素の爆発を適切に防止できる設計とする。ウ

ラナス製造器に供給する水素は，精製建屋ボン

ベ庫から供給する設計とする。他◇29  
 

ウラン濃縮缶は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応を適切に防止できる設計とする。他◇29  
 

4.5.1.2.3 主要設備の仕様 

ウラン精製設備の主要設備の仕様を第 4.5－

１表に示す。他◇2  

 

なお，ミキサ・セトラ概要図を第 4.5－２図

に示す。他◇2  

 

4.5.1.2.4 系統構成及び主要設備 

ウラン精製設備は，１系列で構成する。他◇1  

 

ウラン精製設備の最大精製能力は，4.8ｔ・

Ｕ／ｄである。他◇6  

 

(１) 系統構成 

ウラン精製設備は，分離施設の分配設備から

受け入れた硝酸ウラニル溶液を有機溶媒，硝酸

及びヒドラジンを用い，抽出，洗浄及び逆抽出

の操作を行い，ウラン濃縮缶で濃縮を行って，

ウランの精製を行う設備である。精製③-1 

 

分離施設の分配設備のウラン濃縮液受槽から

ウラン溶液供給槽に受け入れる硝酸ウラニル溶

液のウラン濃度は，約 350ｇ・Ｕ／Ｌ，硝酸濃

度は，約 0.8 規定であり【他◇6 】，硝酸及びヒ

ドラジンを含む硝酸溶液を添加してウラン濃度

を約 340ｇ・Ｕ／Ｌ【他◇6 】，硝酸濃度を約

1.0 規定に【他◇6 】調整し，約 0.6ｍ３／ｈの

流量で【他◇6 】抽出器に供給する。精製③-2 

抽出器では有機溶媒を用いてウランを抽出す

る。次にウランを含む有機溶媒は，核分裂生成

物洗浄器に移送し，ヒドラジンを含む硝酸溶液

を用いて有機溶媒中に存在する微量の核分裂生

成物等の除去を行った後，逆抽出器に移送し，

逆抽出用硝酸を用いてウランを逆抽出する。逆

抽出によって得られた硝酸ウラニル溶液は，ウ

ラン溶液ＴＢＰ洗浄器に移送し，希釈剤を用い

てＴＢＰを除去する。ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器

からの硝酸ウラニル溶液は，ウラン濃縮缶供給

槽に受け入れた後，ウラン濃縮缶に供給する。

精製③-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1222



別紙 1-2① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十六条（安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））（69/169） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ついては，ウラン濃縮液第 1受槽を経てウラン

濃縮液第 1中間貯槽へ移送する設計とする。ウ

ラン濃縮液第 1中間貯槽の大部分の硝酸ウラニ

ル溶液については，ウラン濃縮液第 2受槽及び

ウラン濃縮液第 2中間貯槽を経由してポンプで

脱硝施設のウラン脱硝設備の硝酸ウラニル貯槽

へ移送する設計とする。ウラン濃縮液第 1中間

貯槽の一部の硝酸ウラニル溶液については,ウ

ラン濃縮液第 2受槽及びウラン濃縮液第 3中間

貯槽を経由してポンプで脱硝施設のウラン・プ

ルトニウム混合脱硝設備の硝酸ウラニル貯槽へ

移送し，硝酸プルトニウム溶液と混合する設計

とする。また，ウラン濃縮液第 1中間貯槽の一

部の硝酸ウラニル溶液については，ウラン濃縮

液第 2受槽を経由してウラナス製造器へも移送

する設計とする。精製③-4 

 

 

 

 

 

 

なお，ウラン濃縮液第 1中間貯槽に受け入れ

た硝酸ウラニル溶液については，試料採取して

核分裂生成物等の量を分析し，精製度が低い場

合はリサイクル槽に受け入れた後，ウラン溶液

供給槽へ移送する設計とする。また，ウラン試

験時に用いる硝酸ウラニル溶液の一部について

は，脱硝施設のウラン脱硝設備の硝酸ウラニル

貯槽からウラン濃縮液第 2受槽に受け入れる設

計とする。精製③-5 

ウラナス製造器では，水素を用いて硝酸ウラ

ニル溶液を還元してウラナスを製造する設計と

する。ウラナス製造器からのウラナスを含む硝

酸溶液については，第 1気液分離槽で未反応の

水素を分離後，第 2気液分離槽へ移送して窒素

を用いて溶存する水素を追い出すとともにヒド

ラジンを含む硝酸溶液を添加する設計とする。

第 2気液分離槽からのウラナス及びヒドラジン

を含む硝酸溶液については，ウラナス溶液受槽

に受け入れた後，ウラナス溶液中間貯槽を経由

してポンプで分離施設等へ移送し，分配設備の

プルトニウム分配塔，プルトニウム精製設備の

プルトニウム洗浄器等で利用する設計とする。

第 1気液分離槽からの水素については，洗浄塔

で水を用いてウラン及び硝酸を含むエアロゾル

を洗浄により除去し，空気で希釈した後，精製

建屋換気設備へ移送する設計とする。精製③-6 

 

抽出器の抽出廃液については，抽出廃液 TBP

洗浄器で希釈剤を用いて TBP を除去した後，重

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウラン濃縮缶に供給する硝酸ウラニル溶液の

流量は，約３ｍ３／ｈ，ウラン濃度は，約 70

ｇ・Ｕ／Ｌ，硝酸濃度は，約 0.04 規定であ

る。【他◇6 】ウラン濃縮缶で濃縮した硝酸ウラ

ニル溶液の流量【他◇6 】は，約 0.5ｍ３／ｈ，

ウラン濃度は，約 400ｇ・Ｕ／Ｌ，硝酸濃度

は，約 0.2 規定であり，【他◇6 】ウラン濃縮液

第１受槽を経てウラン濃縮液第１中間貯槽へ移

送する。ウラン濃縮液第１中間貯槽の大部分の

硝酸ウラニル溶液は，ウラン濃縮液第２受槽及

びウラン濃縮液第２中間貯槽を経由してポンプ

で脱硝施設のウラン脱硝設備の硝酸ウラニル貯

槽へ移送する。ウラン濃縮液第１中間貯槽の一

部の硝酸ウラニル溶液は,ウラン濃縮液第２受

槽及びウラン濃縮液第３中間貯槽を経由してポ

ンプで脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱

硝設備の硝酸ウラニル貯槽へ移送し，硝酸プル

トニウム溶液と混合する。また，ウラン濃縮液

第１中間貯槽の一部の硝酸ウラニル溶液は，ウ

ラン濃縮液第２受槽を経由してウラナス製造器

へも移送する。精製③-4 

 

なお，ウラン濃縮液第１中間貯槽に受け入れ

た硝酸ウラニル溶液は，試料採取して核分裂生

成物等の量を分析し，精製度が低い場合はリサ

イクル槽に受け入れた後，ウラン溶液供給槽へ

移送する。また，ウラン試験時に用いる硝酸ウ

ラニル溶液の一部は，脱硝施設のウラン脱硝設

備の硝酸ウラニル貯槽からウラン濃縮液第２受

槽に受け入れる。精製③-5 

 

ウラナス製造器では，水素を用いて硝酸ウラ

ニル溶液を還元してウラナスを製造する。ウラ

ナス製造器からのウラナスを含む硝酸溶液は，

第１気液分離槽で未反応の水素を分離後，第２

気液分離槽へ移送して窒素を用いて溶存する水

素を追い出すとともにヒドラジンを含む硝酸溶

液を添加する。第２気液分離槽からのウラナス

及びヒドラジンを含む硝酸溶液は，ウラナス溶

液受槽に受け入れた後，ウラナス溶液中間貯槽

を経由してポンプで分離施設等へ移送し，分配

設備のプルトニウム分配塔，プルトニウム精製

設備のプルトニウム洗浄器等で利用する。第１

気液分離槽からの水素は，洗浄塔で水を用いて

ウラン及び硝酸を含むエアロゾルを洗浄により

除去し，空気で希釈した後，精製建屋換気設備

へ移送する。精製③-6 

 

 

抽出器の抽出廃液は，抽出廃液ＴＢＰ洗浄器
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力流で酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の油

水分離槽へ移送する設計とする。精製③-7 

 

ウラン濃縮缶からの凝縮液については，ウラ

ン濃縮缶凝縮液受槽に受け入れた後，逆抽出用

硝酸として逆抽出器で利用する設計とする。精

製③-8 

逆抽出器で逆抽出を終えた使用済みの有機溶

媒については，重力流で酸及び溶媒の回収施設

の溶媒回収設備の溶媒再生系のウラン精製系の

第 1洗浄器へ移送する設計とする。精製③-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で希釈剤を用いてＴＢＰを除去した後，重力流

で酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の油水分

離槽へ移送する。精製③-7 

 

ウラン濃縮缶からの凝縮液は，ウラン濃縮缶

凝縮液受槽に受け入れた後，逆抽出用硝酸とし

て逆抽出器で利用する。精製③-8 

 

逆抽出器で逆抽出を終えた使用済みの有機溶

媒は，重力流で酸及び溶媒の回収施設の溶媒回

収設備の溶媒再生系のウラン精製系の第１洗浄

器へ移送する。精製③-9 

 

(２) 主要設備 

ウラン精製設備の主要機器は，ステンレス鋼

を用い，接液部は溶接構造等の設計とする。ま

た，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合

に備えて，機器を収納するセルの床には，漏え

い液受皿を設置し，漏えい検知装置を用いて漏

えいを検知する設計とする。他◇28  
 

漏えいした液体状の放射性物質は，ウラン溶

液供給槽，ウラン濃縮缶供給槽，精製建屋一時

貯留処理設備の第８一時貯留処理槽等に移送す

る設計とする。他◇28  
 

ウラン精製設備の主要機器は，気体廃棄物の

廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備等に接続し，

負圧を維持する設計とする。他◇28  
 

なお，ウラナス製造器及び第１気液分離槽

は，高圧ガス保安法に基づく設計とする。 

抽出器，逆抽出器等の主要機器は，接地し，

着火源を適切に排除する設計とする。他◇29  
 

ａ．逆抽出器 

逆抽出器は，ウランの逆抽出の効率を高める

ために，逆抽出用硝酸にはウラン濃縮缶の凝縮

液を熱交換器で約 60℃に冷却した硝酸を使用

し，逆抽出器内の溶液の温度を約 50℃とする。

他◇29  
 

熱交換器出口の凝縮液の温度を制御，監視す

るとともに，温度高により警報を発する設計と

する。さらに，逆抽出器内の溶液の温度を監視

し，溶液の温度高により警報を発するととも

に，逆抽出用硝酸の供給を自動的に停止するこ

とにより逆抽出器内の溶液の温度が希釈剤の引

火点（74℃) を超えない設計とする。他◇29  
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ｂ．ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器 

ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器は，ウラン濃縮缶で

のＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止する

ため，ＴＢＰの混入防止対策として希釈剤を用

いて逆抽出器からの硝酸ウラニル溶液を洗浄し

ＴＢＰを除去する設計とする。他◇29  
 

ｃ．ウラン濃縮缶供給槽 

ウラン濃縮缶供給槽は，ウラン濃縮缶でのＴ

ＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止するた

め，ＴＢＰの混入防止対策として硝酸ウラニル

溶液から有機溶媒を分離することのできる設計

とするとともに，水相を槽の下部から抜き出す

設計とする。他◇29  
 

ｄ．ウラン濃縮缶 

ウラン濃縮缶は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応を防止するため，ウラン濃縮缶の加熱部

に供給する約 130℃の加熱蒸気の温度を加熱蒸

気の圧力により制御し，温度計により監視し，

温度高により警報を発するとともに，加熱蒸気

の温度が 135℃を超えないために，蒸気発生器

に供給する一次蒸気及びウラン濃縮缶の加熱部

に供給する加熱蒸気を自動的に遮断する設計と

する。他◇29  
 

また，ウラン濃縮缶の缶内圧力及び液位を制

御，監視し，圧力高又は液位低により警報を発

するとともに，自動的に一次蒸気を遮断する設

計とする。さらに，ウラン濃縮缶内の溶液の密

度を監視するとともに，密度高により警報を発

する設計とする。他◇29  
 

ｅ．ウラン濃縮液第１受槽 

ウラン濃縮液第１受槽は，脱硝施設のウラン

脱硝設備及びウラン・プルトニウム混合脱硝設

備に移送する硝酸ウラニル溶液へのＴＢＰの混

入防止対策として，有機溶媒を分離することの

できる設計とするとともに，水相を槽の下部か

ら抜き出す設計とする。他◇29  
 

ｆ．抽出廃液ＴＢＰ洗浄器 

抽出廃液ＴＢＰ洗浄器は，酸及び溶媒の回収

施設の第２酸回収系の蒸発缶でのＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応を防止するため，ＴＢＰの

混入防止対策として希釈剤を用いて抽出器から

の抽出廃液を洗浄しＴＢＰを除去する設計とす

る。他◇29  
 

ｇ．ウラナス製造器 
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ウラナス製造器は，硝酸ウラニル溶液と約

100％の水素ガスを約 30℃，約４ＭＰａ[gage] 

(屋外大気圧との差圧）の高圧条件下で反応さ

せ，硝酸ウラニル溶液を還元しウラナスを製造

する設計とする。他◇29  
 

ウラナス製造器に供給する水素ガスの流量を

制御し，水素ガスの圧力及び硝酸ウラニル溶液

の流量を監視し，水素ガスの圧力高又は硝酸ウ

ラニル溶液の流量低により警報を発するととも

に，ウラナス製造器に供給する水素ガス及び硝

酸ウラニル溶液を自動的に停止する設計とす

る。他◇29  
 

また，ウラナス製造器内の水素ガスの濃度は

約 100％であり，水素ガスの可燃領域外であ

る。他◇29  
 

ｈ．第１気液分離槽 

第１気液分離槽に受け入れる未反応の水素ガ

ス濃度は約 100％であり，水素ガスの可燃領域

外である。他◇29  
 

第１気液分離槽から洗浄塔へ移送する未反応

の水素ガスの圧力を制御，監視し，圧力高によ

り警報を発する設計とするとともに，未反応の

水素ガスの流量を監視し，流量高により警報を

発する設計とする。他◇29  
 

ｉ．洗 浄 塔 

洗浄塔は，その他再処理設備の附属施設の一

般圧縮空気系から空気を供給し，気体廃棄物の

廃棄施設の精製建屋換気設備に移送する廃ガス

中の水素を可燃限界濃度未満に抑制する設計と

する。他◇29  
 

洗浄塔に供給する空気の流量を監視し，流量

低により警報を発するとともに，自動的に窒素

ガスを洗浄塔に供給する設計とする。他◇29  
 

ｊ．第２気液分離槽 

第２気液分離槽は，その他再処理設備の附属

施設の窒素ガス製造供給系から窒素ガスを供給

し，ウラナスを含む硝酸溶液中に溶存する水素

を追い出すとともに，廃ガス中の水素を可燃限

界濃度未満に抑制する設計とする。他◇29  
 

第２気液分離槽に供給する窒素ガスの流量を

監視し，流量低により警報を発する設計とす

る。他◇29  
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2.4.1.2 プルトニウム精製設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1.2.5 試験・検査 

抽出器等の機器は，据付け検査，外観検査等

の品質保証活動のもとに据付けを行う。他◇5  

 

4.5.1.2.6 評価 

(１) 閉じ込め 

ウラン精製設備の放射性物質を内蔵する主要

機器は，腐食し難いステンレス鋼を用い，か

つ，接液部は溶接構造等で漏えいし難い設計と

し，さらに，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃

ガス処理設備等により負圧を維持する設計とす

るので，閉じ込め機能を確保できる。他◇28  
 

ウラン精製設備の主要機器を収納するセルの

床には，漏えい液受皿を設置し，漏えい検知装

置を用いて漏えいを検知する設計とし，漏えい

した液体状の放射性物質をウラン精製設備，精

製建屋一時貯留処理設備等に移送する設計とす

るので，万一の液体状の放射性物質の漏えいを

想定しても，その拡大を防止できる。他◇28  
 

(２) 火災及び爆発の防止 

抽出器，逆抽出器等の有機溶媒を使用する機

器は，その機器内の溶液温度を希釈剤の引火点

（7 4 ℃) 以下に制限する設計とし, さらに, 

機器を接地し，着火源を適切に排除する設計と

するので有機溶媒による火災の発生を防止でき

る。他◇29  
 

ウラナス製造器等の水素を使用する機器は，

水素の可燃領域外で運転するか，又は水素を可

燃限界濃度未満に抑制する設計とし，さらに，

機器を接地し，着火源を適切に排除する設計と

するので水素による爆発の発生を防止できる。 

ウラン濃縮缶は，ウラン溶液を受け入れる前に

ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器でＴＢＰを除去する等

のＴＢＰの混入防止対策を施すとともに, 濃縮

缶加熱蒸気の温度を 135℃以下に制限する設計

とするので，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

を防止できる。他◇29  
 

4.5.1.3 プルトニウム精製設備 

4.5.1.3.1 概要 

プルトニウム精製設備は，プルトニウムの酸

化，精製(抽出，洗浄，逆抽出)及び濃縮を行う

設備である。他◇1  

 

プルトニウム精製設備系統概要図を第 4.5－

３図に示す。他◇2  
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4.5.1.3.2 設計方針 

(１) 臨界安全 

プルトニウム精製設備の臨界安全管理を要す

る機器は，技術的に見て想定されるいかなる場

合でも全濃度安全形状寸法管理，濃度管理，同

位体組成管理及び中性子吸収材管理並びにこれ

らの組合せにより，単一ユニットとして臨界を

防止する設計とする。他◇27  
 

また，各単一ユニットは，適切に配置するこ

と，又は中性子吸収材管理との組合せ並びに単

一ユニット間の中性子相互干渉を考慮しても未

臨界を確保できる設計とすることにより，複数

ユニットの臨界を防止できる設計とする。他◇27  
 

(２) 閉じ込め 

プルトニウム精製設備の放射性物質を内蔵す

る機器は，腐食し難い材料を使用し，かつ，漏

えいし難い構造とするとともに，万一液体状の

放射性物質が漏えいした場合にも漏えいの拡大

を防止し安全に処置できる設計とする。他◇28  
 

また，気体廃棄物の廃棄施設により負圧に維

持することにより，閉じ込め機能を確保できる

設計とする。他◇28  
 

(３) 火災及び爆発の防止 

抽出塔，逆抽出塔等の有機溶媒を使用する機

器は，有機溶媒による火災の発生を防止できる

設計とする。他◇29  
 

プルトニウム濃縮液計量槽，プルトニウム濃

縮液中間貯槽等の高濃度の硝酸プルトニウム溶

液を多量に内蔵する機器は，溶液の放射線分解

により発生する水素の爆発を適切に防止する設

計とする。他◇29  
 

プルトニウム濃縮缶は，ＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応を適切に防止できる設計とする。

他◇29  
 

プルトニウム精製設備のセル及びグローブ 

ボックスは，可能な限り不燃性材料又は難燃性

材料を使用する設計とする。他◇29  
 

閉じ込め部材であるパネルに可燃性材料を使

用する場合は，火災によるパネルの損傷を考慮

しても収納する機器の閉じ込め機能を損なわな

い設計とする。他◇28  
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プルトニウム精製設備は，分離施設の分配設

備から受け入れた硝酸プルトニウム溶液を

NOx，空気，有機溶媒，硝酸，ヒドラジン，HAN

及びウラナスを用いて，プルトニウムの酸化，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 崩壊熱除去 

プルトニウム濃縮液計量槽，プルトニウム濃

縮液中間貯槽等は，崩壊熱による過度の温度上

昇を防止するため，適切な冷却機能を有する設

計とする。他◇28  
 

(５) 単一故障 

安全上重要な施設のプルトニウム濃縮缶加熱

系の停止系等は，それらを構成する動的機器の

単一故障を仮定しても安全機能が確保できる設

計とする。他◇31  
 

(６) 外部電源喪失 

安全上重要な施設のプルトニウム濃縮液受槽

セル等の漏えい液移送ポンプは，非常用所内電

源系統に接続し，外部電源が喪失した場合で

も，安全機能が確保できる設計とする。他◇9  

 

(７) 試験及び検査 

安全上重要な施設のプルトニウム濃縮缶加熱

系の停止系等は，運転停止時に試験及び検査が

できる設計とする。他◇32  
 

(８) 安全上重要な施設以外の施設の管理 

安全上重要な施設以外の施設とした注水槽

は，高い信頼性を確保して既に設置され運用さ

れている経緯を踏まえ，安全上重要な施設と同

等の信頼性を維持する設計とする。他⑪ 

 

4.5.1.3.3 主要設備の仕様 

プルトニウム精製設備の主要設備の仕様を第

4.5－２表に示す。他◇2  

なお，円筒形パルスカラム概要図を第 4.5－

４図に，プルトニウム濃縮缶概要図を第 4.5－

５図に，また，環状形槽概要図を第 4.5－６図

に示す。他◇2  

 

4.5.1.3.4 系統構成及び主要設備 

プルトニウム精製設備は，１系列で構成す

る。他◇1  

 

プルトニウム精製設備の最大精製能力は，54

ｋｇ・Ｐｕ／ｄである。他◇1  

 

(１) 系統構成 

プルトニウム精製設備は，分離施設の分配設

備から受け入れた硝酸プルトニウム溶液をＮＯ

ｘ，空気，有機溶媒，硝酸，ヒドラジン，ＨＡ

Ｎ及びウラナスを用いて，プルトニウムの酸
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脱ガス，抽出，洗浄及び逆抽出の操作を行い，

プルトニウム濃縮缶で濃縮を行って，プルトニ

ウムの精製を行う設備である。精製④-1 

 

分離施設の分配設備のプルトニウム溶液中間

貯槽からプルトニウム溶液供給槽に受け入れる

硝酸プルトニウム溶液については，脱硝施設の

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の凝縮廃液

貯槽から低濃度プルトニウム溶液受槽に受け入

れる凝縮液とともに，硝酸を添加した後，第 1

酸化塔に供給する設計とする。精製④-2 

 

 

 

 

第 1 酸化塔に受け入れた硝酸プルトニウム溶

液については，3価のプルトニウムを NOx を用

いて 4価のプルトニウムに酸化した後，第 1脱

ガス塔に移送する。第 1脱ガス塔では，空気を

用いて硝酸プルトニウム溶液に溶存している

NOx を追い出した後，抽出塔に供給する設計と

する。精製④-3 

 

抽出塔に供給する硝酸プルトニウム溶液につ

いては，有機溶媒を用いてプルトニウムを抽出

することにより，抽出塔からの抽出廃液中のプ

ルトニウム量は微量となる。次にプルトニウム

を含む有機溶媒については，核分裂生成物洗浄

塔へ移送し，硝酸を用いて有機溶媒中に存在す

る微量の核分裂生成物の除去を行った後，逆抽

出塔で HAN 及びヒドラジンを含む硝酸溶液を用

いて，プルトニウムを 3価に還元しプルトニウ

ムの逆抽出を行う設計とする。精製④-4 

 

 

 

 

 

 

 

逆抽出によって得られた硝酸プルトニウム溶

液については，ウラン洗浄塔で有機溶媒を用い

て微量のウランを除去し，補助油水分離槽へ移

送する。補助油水分離槽で有機溶媒を除去した

硝酸プルトニウム溶液については，TBP 洗浄器

で希釈剤を用いて TBP の除去を行う設計とす

る。精製④-5 

 

TBP 洗浄器からの硝酸プルトニウム溶液につ

いては，第 2酸化塔に供給し，3価のプルトニ

ウムを NOx を用いて 4価のプルトニウムに酸化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化，脱ガス，抽出，洗浄及び逆抽出の操作を行

い，プルトニウム濃縮缶で濃縮を行って，プル

トニウムの精製を行う設備である。精製④-1 

 

分離施設の分配設備のプルトニウム溶液中間

貯槽からプルトニウム溶液供給槽に受け入れる

硝酸プルトニウム溶液の硝酸濃度【他◇6 】は， 

約 1.8ｍｏｌ／Ｌ，１年平均領域の使用済燃料

を処理する際のプルトニウム濃度は，約６ｇ・

Ｐｕ／Ｌであり，【他◇6 】脱硝施設のウラン・

プルトニウム混合脱硝設備の凝縮廃液貯槽から

低濃度プルトニウム溶液受槽に受け入れる凝縮

液とともに，硝酸を添加した後，約 0.5ｍ３／

ｈの流量で他◇6 第１酸化塔に供給する。精製④

-2 

第１酸化塔に受け入れた硝酸プルトニウム溶

液は，３価のプルトニウムをＮＯｘを用いて４

価のプルトニウムに酸化した後，第１脱ガス塔

に移送する。第１脱ガス塔では，空気を用いて

硝酸プルトニウム溶液に溶存しているＮＯｘを

追い出した後，抽出塔に供給する。精製④-3 

 

 

抽出塔に供給する硝酸プルトニウム溶液の流

量は，約 0.5ｍ３／ｈ，硝酸濃度は，約 4.5ｍ

ｏｌ／Ｌ，１年平均領域の使用済燃料を処理す

る際のプルトニウム濃度は，約４ｇ・Ｐｕ／Ｌ

であり，【他◇6 】有機溶媒を用いてプルトニウ

ムを抽出することにより，抽出塔からの抽出廃

液中のプルトニウム量は微量となる。次にプル

トニウムを含む有機溶媒は，核分裂生成物洗浄

塔へ移送し，硝酸を用いて有機溶媒中に存在す

る微量の核分裂生成物の除去を行った後，逆抽

出塔でＨＡＮ及びヒドラジンを含む硝酸溶液を

用いて，プルトニウムを３価に還元しプルトニ

ウムの逆抽出を行う。精製④-4 

 

なお，ヒドラジンは，３価のプルトニウムの

酸化を防止するために添加する。他◇1  

 

逆抽出によって得られた硝酸プルトニウム溶

液は，ウラン洗浄塔で有機溶媒を用いて微量の

ウランを除去し，補助油水分離槽へ移送する。

補助油水分離槽で有機溶媒を除去した硝酸プル

トニウム溶液は，ＴＢＰ洗浄器で希釈剤を用い

てＴＢＰの除去を行う。精製④-5 

 

ＴＢＰ洗浄器からの硝酸プルトニウム溶液

は，第２酸化塔に供給し，３価のプルトニウム

をＮＯｘを用いて４価のプルトニウムに酸化
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し，第 2脱ガス塔に移送する。第 2脱ガス塔で

は，空気を用いて硝酸プルトニウム溶液に溶存

している NOx を追い出した後，プルトニウム溶

液受槽に移送する設計とする。精製④-6 

 

プルトニウム溶液受槽からの硝酸プルトニウ

ム溶液については，油水分離槽に移送し，微量

の有機溶媒を分離した後，プルトニウム濃縮缶

供給槽を経て，プルトニウム濃縮缶に供給する

設計とする。なお，油水分離槽の硝酸プルトニ

ウム溶液については，必要に応じてプルトニウ

ム溶液一時貯槽で一時貯蔵できる設計とする。

精製④-7 

プルトニウム濃縮缶に供給する硝酸プルトニ

ウム溶液については，プルトニウム濃縮缶で濃

縮した後，プルトニウム濃縮液受槽に移送す

る。プルトニウム濃縮液受槽のプルトニウム濃

縮缶で濃縮された後の硝酸プルトニウム溶液

（以下「プルトニウム濃縮液」という。）につ

いては，プルトニウム濃縮液計量槽へ移送する

設計とする。なお，プルトニウム濃縮液受槽の

プルトニウム濃縮液については，必要に応じて

プルトニウム濃縮液一時貯槽で一時貯蔵できる

設計とする。精製④-8 

 

 

 

 

 

 

プルトニウム濃縮液計量槽のプルトニウム濃

縮液については，プルトニウム濃縮液中間貯槽

を経て，ポンプで脱硝施設のウラン・プルトニ

ウム混合脱硝設備の硝酸プルトニウム貯槽に移

送する設計とする。精製④-9 

 

なお，プルトニウム濃縮液計量槽のプルトニ

ウム濃縮液については，試料採取して核分裂生

成物等の量を分析し，精製度が低い場合は，リ

サイクル槽を経由して希釈槽へ移送した後，プ

ルトニウム溶液供給槽へ移送する設計とする。

精製④-10 

 

油水分離槽で分離した有機溶媒については，

補助油水分離槽に移送する設計とする。精製④

-11 

プルトニウム濃縮缶の凝縮液については，凝

縮液受槽に受け入れ，試料採取してプルトニウ

ム量を分析し，プルトニウム濃度が有意量以下

であることを確認した後，スチーム ジェット 

ポンプで酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し，第２脱ガス塔に移送する。第２脱ガス塔で

は，空気を用いて硝酸プルトニウム溶液に溶存

しているＮＯｘを追い出した後，プルトニウム

溶液受槽に移送する。精製④-6 

 

プルトニウム溶液受槽からの硝酸プルトニウ

ム溶液は，油水分離槽に移送し，微量の有機溶

媒を分離した後，プルトニウム濃縮缶供給槽を

経て，プルトニウム濃縮缶に供給する。なお，

油水分離槽の硝酸プルトニウム溶液は，必要に

応じてプルトニウム溶液一時貯槽で一時貯蔵で

きる。精製④-7 

プルトニウム濃縮缶に供給する硝酸プルトニ

ウム溶液の流量【他◇6 】は，約 0.09ｍ３／

ｈ，硝酸濃度は，約 1.6ｍｏｌ／Ｌ，１年平均

領域の使用済燃料を処理する際のプルトニウム

濃度は，約 24ｇ・Ｐｕ／Ｌであり，【他◇6 】

プルトニウム濃縮缶でプルトニウム濃度が約

250ｇ・Ｐｕ／Ｌ，硝酸濃度が約７ｍｏｌ／Ｌ

の硝酸プルトニウム溶液に【他◇6 】濃縮した

後，プルトニウム濃縮液受槽に移送する。プル

トニウム濃縮液受槽のプルトニウム濃縮缶で濃

縮された後の硝酸プルトニウム溶液（以下「プ

ルトニウム濃縮液」という。）は，プルトニウ

ム濃縮液計量槽へ移送する。なお，プルトニウ

ム濃縮液受槽のプルトニウム濃縮液は，必要に

応じてプルトニウム濃縮液一時貯槽で一時貯蔵

できる。精製④-8 

 

プルトニウム濃縮液計量槽のプルトニウム濃

縮液は，プルトニウム濃縮液中間貯槽を経て，

ポンプで脱硝施設のウラン・プルトニウム混合

脱硝設備の硝酸プルトニウム貯槽に移送する。

精製④-9 

 

なお，プルトニウム濃縮液計量槽のプルトニ

ウム濃縮液は，試料採取して核分裂生成物等の

量を分析し，精製度が低い場合は，リサイクル

槽を経由して希釈槽へ移送した後，プルトニウ

ム溶液供給槽へ移送する。精製④-10 

 

 

油水分離槽で分離した有機溶媒は，補助油水

分離槽に移送する。精製④-11 

 

プルトニウム濃縮缶の凝縮液は，凝縮液受槽

に受け入れ，試料採取してプルトニウム量を分

析し，プルトニウム濃度が有意量以下であるこ

とを確認した後，スチーム ジェット ポンプで

酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の供給槽へ
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供給槽へ移送する設計とする。精製④-12 

 

抽出塔からの抽出廃液については，TBP 洗浄

塔で希釈剤を用いて TBP を除去した後，抽出廃

液受槽を経由して抽出廃液中間貯槽に移送す

る。抽出廃液中間貯槽に受け入れた抽出廃液に

ついては，試料採取してプルトニウム量を分析

し，プルトニウム濃度が有意量以下であること

を確認した後，スチーム ジェット ポンプで酸

及び溶媒の回収施設の酸回収設備の供給槽に移

送する設計とする。精製④-13 

 

逆抽出塔で逆抽出を終えた使用済みの有機溶

媒については，プルトニウム洗浄器にて，プル

トニウムの還元剤としてウラン精製設備のウラ

ナス溶液中間貯槽からのウラナス及びヒドラジ

ンを含む硝酸溶液並びに逆抽出用液としてヒド

ラジンを含む硝酸溶液を用いて，有機溶媒中の

微量のプルトニウムを除去し，ウラン逆抽出器

にて，逆抽出用硝酸を用いて有機溶媒中の微量

のウランを除去した後，重力流で酸及び溶媒の

回収施設の溶媒回収設備の溶媒再生系のプルト

ニウム精製系の第 1洗浄器に移送する設計とす

る。精製④-14 

 

ウラン逆抽出器からの逆抽出液については，

逆抽出液 TBP 洗浄器で希釈剤を用いて TBP を除

去した後，逆抽出液受槽を経由してスチーム 

ジェットポンプで分離施設の分配設備のウラン

濃縮缶供給槽に移送する設計とする。精製④-

15 

 

再処理運転中又は工程の停止時に，純水又は

硝酸を用いて，プルトニウム精製設備を洗浄す

る設計とする。精製④-16 

 

また，工程の停止時に，水酸化ナトリウムを

用い，抽出塔等を洗浄する設計とする。精製④

-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移送する。精製④-12 

 

抽出塔からの抽出廃液は，ＴＢＰ洗浄塔で希

釈剤を用いてＴＢＰを除去した後，抽出廃液受

槽を経由して抽出廃液中間貯槽に移送する。抽

出廃液中間貯槽に受け入れた抽出廃液は，試料

採取してプルトニウム量を分析し，プルトニウ

ム濃度が有意量以下であることを確認した後，

スチーム ジェット ポンプで酸及び溶媒の回収

施設の酸回収設備の供給槽に移送する。精製④

-13 

 

逆抽出塔で逆抽出を終えた使用済みの有機溶

媒は，プルトニウム洗浄器にて，プルトニウム

の還元剤としてウラン精製設備のウラナス溶液

中間貯槽からのウラナス及びヒドラジンを含む

硝酸溶液並びに逆抽出用液としてヒドラジンを

含む硝酸溶液を用いて，有機溶媒中の微量のプ

ルトニウムを除去し，ウラン逆抽出器にて，逆

抽出用硝酸を用いて有機溶媒中の微量のウラン

を除去した後，重力流で酸及び溶媒の回収施設

の溶媒回収設備の溶媒再生系のプルトニウム精

製系の第１洗浄器に移送する。精製④-14 

 

 

ウラン逆抽出器からの逆抽出液は，逆抽出液

ＴＢＰ洗浄器で希釈剤を用いてＴＢＰを除去し

た後，逆抽出液受槽を経由してスチーム ジェ

ットポンプで分離施設の分配設備のウラン濃縮

缶供給槽に移送する。精製④-15 

 

再処理運転中又は工程の停止時に，純水又は

硝酸を用いて，プルトニウム精製設備を洗浄す

る。精製④-16 

 

また，工程の停止時に，水酸化ナトリウムを

用い，抽出塔等を洗浄する。精製④-17 

 

なお，更なる安全性向上の観点から，通常の

運転状態において無限体系の未臨界濃度を超え

るプルトニウムを含む溶液を連続移送する配管

から漏えいのおそれがあり，漏えいしたプルト

ニウムを含む溶液の回収が重力流によらない漏

えい液受皿である，プルトニウム精製塔セル漏

えい液受皿，放射性配管分岐第１セル漏えい液

受皿１，放射性配管分岐第１セル漏えい液受皿

２，プルトニウム濃縮缶供給槽セル漏えい液受

皿，油水分離槽セル漏えい液受皿及びプルトニ

ウム溶液一時貯槽セル漏えい液受皿に対して

も，万一の臨界事故の発生に備え，可溶性中性

子吸収材を供給するための配管を設けるととも
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に，可溶性中性子吸収材を配備する。他◇4  

 

(２) 主要設備 

プルトニウム精製設備で臨界安全管理を要す

る機器は，全濃度安全形状寸法管理，濃度管

理，同位体組成管理及び中性子吸収材管理並び

にこれらの組合せにより，単一ユニットとして

臨界を防止する設計とする。他◇27  
また，各単一ユニットは，適切に配置するこ

と，又は中性子吸収材管理との組合せ並びに単

一ユニット間の中性子相互干渉を考慮しても未

臨界を確保できる設計とすることにより，複数

ユニットの臨界を防止する。他◇27  
 

プルトニウム精製設備の主要設備の臨界安全

管理表を第 4.5－４表(１) 及び第 4.5－４表

(２)に示す。他◇2  

 

プルトニウム精製設備の主要機器は，ステン

レス鋼及びジルコニウムを用い，接液部は溶接

構造及びフランジ継手とし，異種金属間の接続

には爆着接合法による異材継手及びフランジ継

手を用いる設計とする。他◇28  
 

また，万一液体状の放射性物質が漏えいした

場合に備えて，機器を収納するセルの床には漏

えい液受皿を設置し，漏えい検知装置を用いて

漏えいを検知する設計とする。漏えいした液体

状の放射性物質は，プルトニウム精製設備の抽

出廃液中間貯槽，精製建屋一時貯留処理設備の

第１一時貯留処理槽等に移送する設計とする。

他◇28  
 

なお，無限体系の未臨界濃度以上のプルトニ

ウムを内包する機器及び配管を収納するセルに

おいて，連続移送の配管からの漏えいのおそれ

があり，漏えい液の回収が重力流によらない場

合は，漏えい検知装置を臨界安全管理の観点か

ら多重化し，確実に漏えいを検知する設計とす

る。他◇27  
 

また，プルトニウム濃縮液受槽，プルトニウ

ム濃縮液計量槽等の高濃度の放射性物質を内包

する機器を収納するセルにおいて，万一漏えい

が起きた場合は，漏えいした液体状の放射性物

質が沸騰するおそれがあるため，漏えい検知装

置を多重化するとともに，漏えい液の移送のた

めのポンプは，非常用所内電源系統に接続し，

外部電源が喪失した場合でも，漏えい液の移送

ができる設計とする。さらに，ポンプは，漏え
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いした液体状の放射性物質が沸騰に至らない間

に修理又は交換ができる設計とする。他◇28  ，

◇32  
 

プルトニウム濃縮缶で濃縮した硝酸プルトニ

ウム溶液を移送する配管の一部は，二重配管と

する。他◇28  
 

プルトニウム精製設備の主要機器は，気体廃

棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備に接続

し，負圧を維持する設計とする。他◇28  
 

プルトニウム溶液供給槽，抽出塔，核分裂生

成物洗浄塔，逆抽出塔，ウラン洗浄塔，補助油

水分離槽，ＴＢＰ洗浄器，プルトニウム溶液受

槽，油水分離槽，プルトニウム濃縮缶供給槽，

プルトニウム濃縮缶，プルトニウム溶液一時貯

槽，プルトニウム濃縮液受槽，プルトニウム濃

縮液計量槽，プルトニウム濃縮液中間貯槽，プ

ルトニウム濃縮液一時貯槽，リサイクル槽及び

希釈槽は，その他再処理設備の附属施設の安全

圧縮空気系から空気を適切に供給し，溶液の放

射線分解により発生する水素を可燃限界濃度未

満に抑制する設計とする。他◇29  
 

抽出塔等の主要機器は，接地し，着火源を適

切に排除する設計とする。他◇29  
 

プルトニウム溶液受槽，油水分離槽，プルト

ニウム濃縮缶供給槽及びプルトニウム溶液一時

貯槽は，その他再処理設備の附属施設の１系列

の安全冷却水系により冷却水を冷却コイルに適

切に供給し，崩壊熱を除去する設計とする。プ

ルトニウム濃縮液受槽，プルトニウム濃縮液計

量槽，プルトニウム濃縮液中間貯槽，プルトニ

ウム濃縮液一時貯槽，リサイクル槽及び希釈槽

は，その他再処理設備の附属施設の独立した２

系列の安全冷却水系により冷却水を冷却コイル

に適切に供給し，崩壊熱を除去する設計とす

る。他◇28  
 

安全上重要な施設のプルトニウム濃縮缶の停

止系及び逆抽出塔の停止系は，それらを構成す

る動的機器の単一故障を仮定しても火災及び爆

発の防止を確保するように，弁を多重化又は多

様化する設計とする。他◇31  
 

ａ．ＴＢＰ洗浄塔 

ＴＢＰ洗浄塔は，酸及び溶媒の回収施設の第

２酸回収系の蒸発缶でのＴＢＰ等の錯体の急激
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な分解反応を防止するため，ＴＢＰの混入防止

対策として希釈剤を用いて抽出塔からの抽出廃

液を洗浄しＴＢＰを除去する設計とする。他◇29  
 

ｂ．抽出廃液中間貯槽 

抽出廃液中間貯槽は，酸及び溶媒の回収施設

の第２酸回収系の蒸発缶でのＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応を防止するため，ＴＢＰの混入

防止対策として抽出廃液から有機溶媒を分離す

ることのできる設計とするとともに，水相を槽

の下部から抜き出す設計とする。他◇29  
 

ｃ．逆抽出塔 

逆抽出塔は，プルトニウムの逆抽出の効率を

高めるために，逆抽出塔に供給するプルトニウ

ムを含む有機溶媒，ＨＡＮ及びヒドラジンを含

む硝酸溶液並びにプルトニウム洗浄器からの逆

抽出液を約 90℃の温水を用いて熱交換器で約

45℃に加熱し，逆抽出塔内の溶液の温度を約

45℃とする。他◇1  

 

逆抽出塔に供給するプルトニウムを含む有機

溶媒等の供給液温度を監視し，その温度により

熱交換器に供給する加熱用の温水の流量を制御

する設計とする。他◇8  

 

さらに，逆抽出塔内の溶液の温度を監視し，

溶液の温度高により警報を発するとともに，熱

交換器への温水の供給を自動的に停止する停止

系を設けることにより，逆抽出塔内の溶液の温

度が希釈剤の引火点（74℃）を超えない設計と

する。他◇29  
 

ｄ．ＴＢＰ洗浄器 

ＴＢＰ洗浄器は，プルトニウム濃縮缶でのＴ

ＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止するた

め，ＴＢＰの混入防止対策として希釈剤を用い

て補助油水分離槽からの硝酸プルトニウム溶液

を洗浄しＴＢＰを除去する設計とする。他◇29  
 

ｅ．プルトニウム洗浄器 

逆抽出塔からの微量のプルトニウムを含む有

機溶媒は，プルトニウム洗浄器の第１段に受け

入れる。他◇1  

 

プルトニウム洗浄器の第４段の有機溶媒は，

アルファ線検出器によってアルファ線の計数率

を測定し，ウラン逆抽出器へ移送する有機溶媒

中に含まれるプルトニウム量を監視するととも

に，ウラン逆抽出器に有意量のプルトニウムが
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流出することを防止するため，アルファ線検出

器の計数率高により警報を発する設計とする。

他◇27  
 

なお，プルトニウム洗浄器に供給する硝酸濃

度が約 0.2ｍｏｌ／Ｌのヒドラジンを含む硝酸

溶液の流量を制御，監視し，流量低により警報

を発する設計とする。他◇8  

 

ｆ．ウラン逆抽出器 

ウラン逆抽出器は，ウランの逆抽出の効率を

高めるために，逆抽出用硝酸を約 90℃の温水を

用いて熱交換器で約 60℃に加熱し，ウラン逆抽

出器内の溶液の温度を約 50℃とする。他◇1  

 

熱交換器出口の逆抽出用硝酸の温度及び流量

を制御，監視し，温度高又は流量低により警報

を発する設計とする。さらに，ウラン逆抽出器

内の溶液の温度を監視し，溶液の温度高により

警報を発するとともに，熱交換器への温水の供

給を自動的に停止することにより，ウラン逆抽

出器内の溶液の温度が希釈剤の引火点（74℃）

を超えない設計とする。他◇29  
 

ｇ．逆抽出液ＴＢＰ洗浄器 

逆抽出液ＴＢＰ洗浄器は，分離施設の分配設

備のウラン濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応を防止するため，ＴＢＰの混入防止対

策として希釈剤を用いてウラン逆抽出器の逆抽

出液を洗浄しＴＢＰを除去する設計とする。他

◇29  
 

ｈ．補助油水分離槽 

補助油水分離槽は，プルトニウム濃縮缶での

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止するた

め，ＴＢＰの混入防止対策として硝酸プルトニ

ウム溶液から有機溶媒を分離する堰を槽の内部

に設け，ＴＢＰ洗浄器に水相のみを移送する設

計とする。他◇29  
 

ｉ．油水分離槽 

油水分離槽は，プルトニウム濃縮缶でのＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応を防止するため，

ＴＢＰの混入防止対策として，有機溶媒を槽の

上部から抜き出し補助油水分離槽に移送する設

計とするとともに，硝酸プルトニウム溶液を槽

の下部から抜き出しプルトニウム濃縮缶供給槽

に移送する設計とする。他◇29  
 

ｊ．プルトニウム濃縮缶 
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プルトニウム濃縮缶は，ＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応を防止するため，プルトニウム濃

縮缶の加熱部に供給する約 130℃の加熱蒸気の

温度を加熱蒸気の圧力により制御し，温度計に

より監視し，温度高により警報を発するととも

に，加熱蒸気の温度が 135℃を超えないため

に，蒸気発生器に供給する一次蒸気及びプルト

ニウム濃縮缶の加熱部に供給する加熱蒸気を自

動的に遮断する加熱蒸気停止系を設ける設計と

する。他◇29  
 

また，プルトニウム濃縮缶の缶内圧力及び密

度を制御，監視し，圧力高又は密度高により警

報を発するとともに，自動的に一次蒸気を遮断

する設計とする。他◇29  
 

さらに，プルトニウム濃縮缶内の溶液の液位

を監視し，液位低により警報を発するととも

に，自動的に一次蒸気を遮断する設計とする。

他◇29  
 

ｋ．プルトニウム濃縮液受槽 

プルトニウム濃縮液受槽は，脱硝施設のウラ

ン・プルトニウム混合脱硝設備に移送する硝酸

プルトニウム溶液へのＴＢＰの混入防止対策と

して，硝酸プルトニウム溶液から有機溶媒を分

離することのできる設計とするとともに，水相

を槽の下部から抜き出す設計とする。他◇29  
 

ｌ．注水槽（安全上重要な施設以外の施設） 

注水槽は，プルトニウム濃縮缶の凝縮器の冷

却能力を凝縮器出口廃ガス温度計及び凝縮器供

給冷却水流量計により監視し，凝縮器の冷却能

力の喪失を検知した場合は，プルトニウム濃縮

缶内の硝酸プルトニウム溶液の沸騰を防止する

ため，プルトニウム濃縮缶の加熱部に凝縮液出

口から注水する設計とする。他◇32  
 

また，注水槽の液位を指示し，液位低により

警報を発する設計とする。他◇8  

 

4.5.1.3.5 試験・検査 

安全上重要な施設のプルトニウム濃縮缶の停

止系は，運転停止時に計測制御設備のプルトニ

ウム濃縮缶加熱停止回路からの信号による遮断

弁の作動試験等を行うことにより定期的に試験

及び検査を実施する。他◇32  
 

抽出塔等の機器は，据付け検査，外観検査等

の品質保証活動のもとに据付けを行う。他◇5  
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4.5.1.3.6 評価 

(１) 臨界安全 

プルトニウム精製設備の臨界安全管理を要す

る機器は，技術的に見て想定されるいかなる場

合でも全濃度安全形状寸法管理，濃度管理，同

位体組成管理及び中性子吸収材管理並びにこれ

らの組合せにより，単一ユニットとして臨界を

防止できる。他◇27  
 

また，各単一ユニットは，適切に配置するこ

と，又は中性子吸収材管理との組合せ並びに単

一ユニット間の中性子相互干渉を考慮しても未

臨界を確保できる設計とすることにより，複数

ユニットの臨界を防止できる。他◇27  
 

(２) 閉じ込め 

プルトニウム精製設備の放射性物質を内包す

る主要機器は，ステンレス鋼及びジルコニウム

の腐食し難い材料を用い，かつ，接液部は溶接

構造及びフランジ継手とするとともに，異種金

属間の接続には爆着接合法による異材継手及び

フランジ継手により，漏えいし難い設計とし，

さらに，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス

処理設備により負圧を維持する設計とするので

閉じ込め機能を確保できる。他◇28  
 

プルトニウム精製設備の主要機器を収納する

セルの床には，漏えい液受皿を設置し，漏えい

検知装置を用いて漏えいを検知する設計とし，

漏えいした液体状の放射性物質をプルトニウム

精製設備及び精製建屋一時貯留処理設備へ移送

する設計とするので，万一の液体状の放射性物

質の漏えいを想定しても，その拡大を防止でき

る。他◇28  
 

(３) 火災及び爆発の防止 

逆抽出塔等の有機溶媒を使用する機器は，そ

の機器内の溶液温度を希釈剤の引火点（74℃）

以下に制限する設計とし，さらに，機器を接地

し，着火源を適切に排除する設計とするので，

有機溶媒による火災の発生を防止できる。他◇29  
 

プルトニウム濃縮液計量槽，プルトニウム濃

縮液中間貯槽等は，その他再処理設備の附属施

設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給し，

溶液の放射線分解により発生する水素を可燃限

界濃度未満に抑制する設計とし，さらに，機器

を接地し，着火源を適切に排除する設計とする

ので，爆発を防止できる。他◇29  
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プルトニウム濃縮缶は，プルトニウム溶液を

受け入れる前にＴＢＰ洗浄器でＴＢＰを除去す

る等のＴＢＰの混入防止対策を施すとともに，

濃縮缶加熱蒸気の温度を 135℃以下に制限する

設計とするので，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応を防止できる。他◇29  
 

プルトニウム精製設備のセル及びグローブ 

ボックスは，可能な限り不燃性材料又は難燃性

材料を使用する設計とするので，火災の発生を

防止できる。閉じ込め部材であるパネルに可燃

性材料を使用する場合においても，放射性物質

を内包する機器は不燃性材料で構成するため， 

火災によるパネルの損傷を考慮しても収納す

る機器の閉じ込め機能を確保できる。他◇29  
 

(４) 崩壊熱除去 

プルトニウム濃縮液計量槽，プルトニウム濃

縮液中間貯槽等は，その他再処理設備の附属施

設の安全冷却水系により冷却水を適切に供給す

る設計とするので，崩壊熱を除去できる。他◇28  
 

(５) 単一故障 

安全上重要な施設のプルトニウム濃縮缶加熱

蒸気温度高による加熱停止回路及び逆抽出塔溶

液温度高による加熱停止回路は，それらを構成

する動的機器を多重化又は多様化しているので

単一故障を仮定しても火災及び爆発の防止を確

保できる。他◇31  
 

(６) 外部電源喪失 

安全上重要な施設のプルトニウム濃縮液受槽

セル等の漏えい液移送ポンプは，非常用所内電

源系統に接続する設計とするので，外部電源喪

失時に閉じ込め機能を確保できる。他◇10  
 

(７) 試験及び検査 

安全上重要な施設のプルトニウム濃縮缶加熱

蒸気温度高による加熱停止回路及び逆抽出塔溶

液温度高による加熱停止回路は，運転停止時に

試験及び検査をする設計とするので，安全機能

を損なうことなく試験及び検査ができる。他◇32  
 

(８) 安全上重要な施設以外の施設の管理 

安全上重要な施設以外の施設とした注水槽

は，高い信頼性で設計すること及び当該施設を

継続的に維持するための管理を行うことによ

り，安全上重要な施設と同等の信頼性を維持で

きる。他◇32  
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2.4.1.3 精製建屋一時貯留処理設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1.4 精製建屋一時貯留処理設備 

4.5.1.4.1 概要 

精製建屋一時貯留処理設備は，ウラン精製設

備，プルトニウム精製設備等で取り扱う放射性

物質を含む溶液を一時的に貯留し，処理する設

備である。他◇1  

 

精製建屋一時貯留処理設備系統概要図を第

4.5－７図に示す。他◇2  

 

4.5.1.4.2 設計方針 

(１) 臨界安全 

精製建屋一時貯留処理設備の臨界安全管理を

要する機器は，技術的に見て想定されるいかな

る場合でも全濃度安全形状寸法管理，濃度管

理，同位体組成管理及び中性子吸収材管理並び

にこれらの組合せにより，単一ユニットとして

臨界を防止する設計とする。他◇27  
 

また，各単一ユニットは，適切に配置するこ

と，又は中性子吸収材管理との組合せ並びに単

一ユニット間の中性子相互干渉を考慮しても未

臨界を確保できる設計とすることにより，複数

ユニットの臨界を防止できる設計とする。他◇27  
 

(２) 閉じ込め 

精製建屋一時貯留処理設備の放射性物質を内

蔵する機器は，腐食し難い材料を使用し，か

つ，漏えいし難い構造とするとともに，万一液

体状の放射性物質が漏えいした場合にも漏えい

の拡大を防止し安全に処置できる設計とする。

他◇28  
 

また，気体廃棄物の廃棄施設により負圧に維

持することにより閉じ込め機能を確保できる設

計とする。他◇28  
 

(３) 火災及び爆発の防止 

精製建屋一時貯留処理設備の有機溶媒を使用

する機器は，有機溶媒による火災の発生を防止

できる設計とする。他◇29  
精製建屋一時貯留処理設備の高濃度の放射性

物質を内蔵する機器は，溶液の放射線分解によ

り発生する水素の爆発を適切に防止できる設計

とする。他◇29  
 

(４) 崩壊熱除去 

精製建屋一時貯留処理設備の高濃度の放射性

物質を内蔵する機器は，崩壊熱による過度の温
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精製建屋一時貯留処理設備は，ウラン精製設

備，プルトニウム精製設備，酸及び溶媒の回収

施設の溶媒回収設備等から，工程停止，定期検

査等の際に発生する機器内溶液，洗浄廃液等の

液体状の放射性物質を一時的に受け入れ，有機

相（有機溶媒）と水相（硝酸プルトニウム溶液

等の水溶液）の分離等の処理を行った後，ウラ

ン精製設備，プルトニウム精製設備，酸及び溶

媒の回収施設の溶媒回収設備等に移送する設備

である。精製⑤-1 

 

また，精製建屋一時貯留処理設備は，万一液

体状の放射性物質が精製建屋内のプルトニウム

溶液供給槽セル等の漏えい液受皿に漏えいした

場合，漏えいした液体状の放射性物質を一時的

に受け入れ貯留し，有機相と水相の分離等の処

理を行った後，ウラン精製設備，プルトニウム

精製設備，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設

備等に移送する設計とする。精製⑤-2 

 

第 1 一時貯留処理槽は，主に 4価のプルトニ

ウムを含むプルトニウム精製設備の抽出塔，核

分裂生成物洗浄塔等の機器内溶液等を受け入れ

る設計とする。精製⑤-3 

 

第 1 一時貯留処理槽に受け入れた溶液につい

ては，ウラナスを添加して有機相中のプルトニ

ウムを 3価に還元し水相中に移行させ，有機相

と水相を分離する等の処理を行う設計とする。

水相については，第 3一時貯留処理槽に移送す

る。有機相については，第 4一時貯留処理槽に

移送する設計とする。精製⑤-4 

 

第 2 一時貯留処理槽は，主に 3価のプルトニ

ウムを含むプルトニウム精製設備の逆抽出塔，

TBP 洗浄器等の機器内溶液等を受け入れる設計

とする。精製⑤-5 

 

第 2 一時貯留処理槽に受け入れた溶液につい

ては，ウラナスを添加して有機相中のプルトニ

ウムを 3価に還元し水相中に移行させ，有機相

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

度上昇を防止するため，適切な冷却機能を有す

る設計とする。他◇28  
 

4.5.1.4.3 主要設備の仕様 

精製建屋一時貯留処理設備の主要設備の仕様

を第 4.5－３表に示す。他◇2  
 

4.5.1.4.4 系統構成及び主要設備 

(１) 系統構成 

精製建屋一時貯留処理設備は，ウラン精製設

備，プルトニウム精製設備，酸及び溶媒の回収

施設の溶媒回収設備等から，工程停止，定期検

査等の際に発生する機器内溶液，洗浄廃液等の

液体状の放射性物質を一時的に受け入れ，有機

相（有機溶媒）と水相（硝酸プルトニウム溶液

等の水溶液）の分離等の処理を行った後，ウラ

ン精製設備，プルトニウム精製設備，酸及び溶

媒の回収施設の溶媒回収設備等に移送する設備

である。精製⑤-1 

 

また，精製建屋一時貯留処理設備は，万一液

体状の放射性物質が精製建屋内のプルトニウム

溶液供給槽セル等の漏えい液受皿に漏えいした

場合，漏えいした液体状の放射性物質を一時的

に受け入れ貯留し，有機相と水相の分離等の処

理を行った後，ウラン精製設備，プルトニウム

精製設備，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設

備等に移送する設備である。精製⑤-2 

 

第１一時貯留処理槽は，主に４価のプルトニ

ウムを含むプルトニウム精製設備の抽出塔，核

分裂生成物洗浄塔等の機器内溶液等を受け入れ 

る。精製⑤-3 

 

第１一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，ウ

ラナスを添加して有機相中のプルトニウムを３

価に還元し水相中に移行させ，有機相と水相を

分離する等の処理を行う。水相は，第３一時貯

留処理槽に移送する。有機相は，第４一時貯留

処理槽に移送する。精製⑤-4 

 

 

 

第２一時貯留処理槽は，主に３価のプルトニ

ウムを含むプルトニウム精製設備の逆抽出塔，

ＴＢＰ洗浄器等の機器内溶液等を受け入れる。

精製⑤-5 

 

第２一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，ウ

ラナスを添加して有機相中のプルトニウムを３

価に還元し水相中に移行させ，有機相と水相を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

2.4.1.3 においては「等」が繰り返し用いられるが，

これについては，以下のとおりに扱う。 

・精製建屋一時貯留処理設備の各貯槽における

溶液の処理操作は工程数が多いため，許可の

とおりに主要なものを示す。 

 

・精製建屋一時貯留処理設備の各貯槽に係る溶

液の移送経路は多数存在するため，許可のとお

りに主要なものを示す。 
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と水相を分離する等の処理を行う設計とする。

水相については，第 3一時貯留処理槽に移送す

る設計とする。有機相については，第 4一時貯

留処理槽へ移送する設計とする。精製⑤-6 

 

第 3 一時貯留処理槽は，主にプルトニウムの

原子価が 3価である第 1一時貯留処理槽及び第

2一時貯留処理槽からの水相，プルトニウム精

製設備の抽出廃液受槽等の機器内溶液等，プル

トニウム溶液供給槽セル等の漏えい液受皿に漏

えいした液体状の放射性物質等を受け入れる設

計とする。精製⑤-7 

 

第 3 一時貯留処理槽に受け入れた溶液につい

ては，その液体の性状に応じて，プルトニウム

精製設備の第 1酸化塔等へエアリフトポンプで

移送するか，試料採取してプルトニウム量を分

析し，プルトニウム濃度を確認した後，第 7一

時貯留処理槽へ移送する設計とする。精製⑤-8 

 

第 4 一時貯留処理槽は，プルトニウムを除去

した第 1一時貯留処理槽，第 2一時貯留処理槽

及び第 5一時貯留処理槽からの有機相等を受け

入れる設計とする。精製⑤-9 

 

第 4 一時貯留処理槽に受け入れた有機相につ

いては，微量の水相の混入がある場合，有機相

と水相を分離する等の処理を行う。水相につい

ては，第 1一時貯留処理槽に移送する。有機相

については，プルトニウム精製設備の逆抽出塔

へエアリフトポンプで移送する設計とする。精

製⑤-10 

第 5 一時貯留処理槽は，少量のウランを含む

プルトニウム精製設備のウラン逆抽出器，逆抽

出液ＴＢＰ洗浄器等の機器内溶液，ウラン及び

プルトニウムを含まない酸及び溶媒の回収施設

の溶媒回収設備の溶媒再生系のプルトニウム精

製系の第 1洗浄器，第 2洗浄器等の機器内溶液

等を受け入れる設計とする。精製⑤-11 

 

第 5 一時貯留処理槽に受け入れた溶液につい

ては，有機相と水相を分離する等の処理を行う

設計とする。水相については，その液体の性状

に応じて，試料採取してプルトニウム量を分析

し，プルトニウム濃度が有意量以下であること

を確認した後，プルトニウム精製設備の逆抽出

液 TBP 洗浄器等へエアリフトポンプで，酸及び

溶媒の回収施設の酸回収設備の供給槽又は液体

廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備のア

ルカリ廃液供給槽若しくは低レベル廃液処理設

備の第 1低レベル第 1廃液受槽等へスチームジ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分離する等の処理を行う。水相は，第３一時貯

留処理槽に移送する。有機相は，第４一時貯留

処理槽へ移送する。精製⑤-6 

 

 

第３一時貯留処理槽は，主にプルトニウムの

原子価が３価である第１一時貯留処理槽及び第

２一時貯留処理槽からの水相，プルトニウム精

製設備の抽出廃液受槽等の機器内溶液等，プル

トニウム溶液供給槽セル等の漏えい液受皿に漏

えいした液体状の放射性物質等を受け入れる。

精製⑤-7 

 

第３一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，そ

の液体の性状に応じて，プルトニウム精製設備

の第１酸化塔等へエアリフトポンプで移送する

か，試料採取してプルトニウム量を分析し，プ

ルトニウム濃度を確認した後，第７一時貯留処

理槽へ移送する。精製⑤-8 

 

第４一時貯留処理槽は，プルトニウムを除去

した第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽

及び第５一時貯留処理槽からの有機相等を受け

入れる。精製⑤-9 

 

第４一時貯留処理槽に受け入れた有機相は，

微量の水相の混入がある場合，有機相と水相を

分離する等の処理を行う。水相は，第１一時貯

留処理槽に移送する。有機相は，プルトニウム

精製設備の逆抽出塔へエアリフトポンプで移送

する。精製⑤-10 

 

第５一時貯留処理槽は，少量のウランを含む

プルトニウム精製設備のウラン逆抽出器，逆抽

出液ＴＢＰ洗浄器等の機器内溶液，ウラン及び

プルトニウムを含まない酸及び溶媒の回収施設

の溶媒回収設備の溶媒再生系のプルトニウム精

製系の第１洗浄器，第２洗浄器等の機器内溶液

等を受け入れる。精製⑤-11 

 

第５一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，有

機相と水相を分離する等の処理を行う。水相

は，その液体の性状に応じて，試料採取してプ

ルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度が有

意量以下であることを確認した後，プルトニウ

ム精製設備の逆抽出液ＴＢＰ洗浄器等へエアリ

フトポンプで，酸及び溶媒の回収施設の酸回収

設備の供給槽，又は液体廃棄物の廃棄施設の高

レベル廃液処理設備のアルカリ廃液供給槽若し

くは低レベル廃液処理設備の第１低レベル第１

廃液受槽等へスチームジェットポンプで移送す
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ェットポンプで移送する設計とする。精製⑤-

12 

有機相については，その液体の性状に応じ

て，第 4一時貯留処理槽に移送するか又は試料

採取してプルトニウム量を分析し，プルトニウ

ム濃度が有意量以下であることを確認した後，

プルトニウム精製設備のウラン逆抽出器へエア

リフトポンプで移送する設計とする。精製⑤-

13 

第 7 一時貯留処理槽は，主に少量のプルトニ

ウムを含む第 3一時貯留処理槽からの水相，気

体廃棄物の廃棄施設の精製建屋塔槽類廃ガス処

理設備の廃ガスの洗浄液，プルトニウム精製設

備の抽出廃液中間貯槽の機器内溶液等を受け入

れる設計とする。精製⑤-14 

 

第 7 一時貯留処理槽に受け入れた溶液につい

ては，その液体の性状に応じて，プルトニウム

精製設備の第 1酸化塔へエアリフトポンプで移

送するか又は試料採取してプルトニウム量を分

析し，プルトニウム濃度が有意量以下であるこ

とを確認した後，プルトニウム精製設備の TBP

洗浄塔へエアリフトポンプで，酸及び溶媒の回

収施設の酸回収設備の供給槽又は液体廃棄物の

廃棄施設の高レベル廃液処理設備のアルカリ廃

液供給槽若しくは低レベル廃液処理設備の第 1

低レベル第 1廃液受槽等へスチームジェット 

ポンプで移送する設計とする。精製⑤-15 

 

第 8 一時貯留処理槽は，主にウランを含む第

9一時貯留処理槽からの有機相並びにウラン精

製設備の抽出器，核分裂生成物洗浄器等の機器

内溶液，ウラン及びプルトニウムを含まない酸

及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の溶媒再生

系のウラン精製系の第 1洗浄器等の機器内溶液

並びに酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の油

水分離槽の機器内溶液等を受け入れる設計とす

る。精製⑤-16 

 

第 8 一時貯留処理槽に受け入れた溶液につい

ては，有機相と水相を分離する等の処理を行う

設計とする。精製⑤-17 

 

水相については，その液体の性状に応じて，

第 9一時貯留処理槽へ移送するか又は酸及び溶

媒の回収施設の酸回収設備の供給槽若しくは液

体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の

第 1低レベル第 1廃液受槽等へスチームジェッ

トポンプで移送する設計とする。精製⑤-18 

 

有機相については，その液体の性状に応じ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。精製⑤-12 

 

有機相は，その液体の性状に応じて，第４一

時貯留処理槽に移送するか，又は試料採取して

プルトニウム量を分析し，プルトニウム濃度が

有意量以下であることを確認した後，プルトニ

ウム精製設備のウラン逆抽出器へエアリフトポ

ンプで移送する。精製⑤-13 

 

第７一時貯留処理槽は，主に少量のプルトニ

ウムを含む第３一時貯留処理槽からの水相，気

体廃棄物の廃棄施設の精製建屋塔槽類廃ガス処

理設備の廃ガスの洗浄液，プルトニウム精製設

備の抽出廃液中間貯槽の機器内溶液等を受け入

れる。精製⑤-14 

 

第７一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，そ

の液体の性状に応じて，プルトニウム精製設備

の第１酸化塔へエアリフトポンプで移送する

か，又は試料採取してプルトニウム量を分析

し，プルトニウム濃度が有意量以下であること

を確認した後，プルトニウム精製設備のＴＢＰ

洗浄塔へエアリフトポンプで，酸及び溶媒の回

収施設の酸回収設備の供給槽，又は液体廃棄物

の廃棄施設の高レベル廃液処理設備のアルカリ

廃液供給槽若しくは低レベル廃液処理設備の第

１低レベル第１廃液受槽等へスチーム ジェッ

ト ポンプで移送する。精製⑤-15 

 

第８一時貯留処理槽は，主にウランを含む第

９一時貯留処理槽からの有機相並びにウラン精

製設備の抽出器，核分裂生成物洗浄器等の機器

内溶液，ウラン及びプルトニウムを含まない酸

及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の溶媒再生

系のウラン精製系の第１洗浄器等の機器内溶液

並びに酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の油

水分離槽の機器内溶液等を受け入れる。精製⑤

-16 

 

第８一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，有

機相と水相を分離する等の処理を行う。精製⑤

-17 

 

水相は，その液体の性状に応じて，第９一時

貯留処理槽へ移送するか，又は酸及び溶媒の回

収施設の酸回収設備の供給槽若しくは液体廃棄

物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第１低

レベル第１廃液受槽等へスチームジェットポン

プで移送する。精製⑤-18 

 

有機相は，その液体の性状に応じて，ウラン
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て，ウラン精製設備の抽出器又は酸及び溶媒の

回収施設の溶媒回収設備の溶媒再生系のウラン

精製系の第 1洗浄器へエアリフトポンプで移送

する設計とする。精製⑤-19 

 

第 9 一時貯留処理槽は，ウランを含む第 8一

時貯留処理槽からの水相，ウラン精製設備のウ

ラナス溶液中間貯槽等の機器内溶液等を受け入

れる設計とする。精製⑤-20 

 

第 9 一時貯留処理槽に受け入れた溶液につい

ては，微量の有機相が混入した場合，有機相と

水相を分離する等の処理を行う設計とする。精

製⑤-21 

水相については，その液体の性状に応じて，

ウラン精製設備の抽出器へエアリフトポンプで

移送するか又は酸及び溶媒の回収施設の酸回収

設備の供給槽若しくは液体廃棄物の廃棄施設の

低レベル廃液処理設備の第 1低レベル第 1廃液

受槽等へスチームジェットポンプで移送する設

計とする。精製⑤-22 

 

有機相については，第 8一時貯留処理槽へ移

送する設計とする。精製⑤-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製設備の抽出器，又は酸及び溶媒の回収施設

の溶媒回収設備の溶媒再生系のウラン精製系の

第１洗浄器へエアリフトポンプで移送する。精

製⑤-19 

 

第９一時貯留処理槽は，ウランを含む第８一

時貯留処理槽からの水相，ウラン精製設備のウ

ラナス溶液中間貯槽等の機器内溶液等を受け入

れる。精製⑤-20 

 

第９一時貯留処理槽に受け入れた溶液は，微

量の有機相が混入した場合，有機相と水相を分

離する等の処理を行う。精製⑤-21 

 

水相は，その液体の性状に応じて，ウラン精

製設備の抽出器へエアリフトポンプで移送する

か，又は酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の

供給槽若しくは液体廃棄物の廃棄施設の低レベ

ル廃液処理設備の第１低レベル第１廃液受槽等

へスチーム ジェット ポンプで移送する。精製

⑤-22 

 

有機相は，第８一時貯留処理槽へ移送する。

精製⑤-23 

 

(２) 主要設備 

精製建屋一時貯留処理設備の臨界安全管理を

要する機器は，全濃度安全形状寸法管理，濃度

管理，同位体組成管理及び中性子吸収材管理並

びにこれらの組合せにより，単一ユニットとし

て臨界を防止する設計とする。他◇27  
 

また，各単一ユニットは，単一ユニット間の

中性子相互干渉を考慮しても未臨界を確保でき

る設計とすることにより，複数ユニットとして

臨界を防止する設計とする。他◇27  
 

なお，各単一ユニットを無限体系の未臨界濃

度で管理する場合は，複数ユニットを考慮しな

い。他◇27  
 

精製建屋一時貯留処理設備の主要設備の臨界

安全管理表を第 4.5－５表に示す。他◇2  

 

精製建屋一時貯留処理設備の主要機器は，ス

テンレス鋼を用い，接液部は溶接構造等の設計

とする。また，万一液体状の放射性物質が漏え

いした場合に備えて機器を収納するセルの床に

は，漏えい液受皿を設置し，漏えい検知装置を

用いて漏えいを検知する設計とする。漏えいし
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た液体状の放射性物質は，第１一時貯留処理

槽，第７一時貯留処理槽等へ移送する設計とす

る。他◇28  
 

精製建屋一時貯留処理設備の主要機器は，気

体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備に

接続し，負圧を維持する設計とする。他◇28  
 

第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽，

第３一時貯留処理槽，第４一時貯留処理槽及び

第７一時貯留処理槽は，その他再処理設備の附

属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給

し，溶液の放射線分解により発生する水素を可

燃限界濃度未満に抑制する設計とする。他◇29  
 

第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽等

の主要機器は，接地し，着火源を適切に排除す

る設計とする。他◇29  
 

第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽及

び第３一時貯留処理槽は，その他再処理設備の

附属施設の１系列の安全冷却水系により冷却水

を冷却コイルに適切に供給し，崩壊熱を除去す

る設計とする。他◇28  
 

4.5.1.4.5 試験・検査 

第１一時貯留処理槽等の機器は，据付け検

査，外観検査等の品質保証活動のもとに据付け

を行う。他◇5  

 

4.5.1.4.6 評価 

(１) 臨界安全 

精製建屋一時貯留処理設備の臨界安全管理を

要する機器は，技術的に見て想定されるいかな

る場合でも全濃度安全形状寸法管理，濃度管

理，同位体組成管理及び中性子吸収材管理並び

にこれらの組合せにより，単一ユニットとして

臨界を防止できる。他◇27  
 

また，各単一ユニットは，単一ユニット間の

中性子相互干渉を考慮しても未臨界を確保でき

る設計とすることにより，複数ユニットの臨界

を防止できる。他◇27  
 

(２) 閉じ込め 

精製建屋一時貯留処理設備の放射性物質を内

蔵する機器は，腐食し難いステンレス鋼を用

い，かつ，接液部は溶接構造等で漏えいし難い

設計とし，さらに，気体廃棄物の廃棄施設の塔

槽類廃ガス処理設備で負圧を維持する設計とす
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(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

(ａ) 設計基準対象の施設 

(イ) ウラン精製設備 

 

抽 出 器  １ 基 

種 類  ミキサ・セトラ 

材 料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

核分裂生成物洗浄器  １ 基 

種 類  ミキサ・セトラ 

材 料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

るので閉じ込め機能を確保できる。他◇28  
 

精製建屋一時貯留処理設備の主要機器を収納

するセルの床には，漏えい液受皿を設置し，漏

えい検知装置を用いて漏えいを検知する設計と 

し，漏えいした液体状の放射性物質を第１一

時貯留処理槽，第７一時貯留処理槽等に移送す

る設計とするので，万一の液体状の放射性物質

の漏えいを想定してもその拡大を防止できる。

他◇28  
 

(３) 火災及び爆発の防止 

精製建屋一時貯留処理設備の有機溶媒を使用

する機器は，その機器内の溶液温度を希釈剤の

引火点(74 ℃)以下に制限する設計とし，さら

に，機器を接地し，着火源を適切に排除する設

計とするので有機溶媒による火災の発生を防止

できる。他◇29  
 

第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽等

は，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空

気系から空気を適切に供給し，溶液の放射線分

解により発生する水素を可燃限界濃度未満に抑

制する設計とし，さらに，機器を接地し，着火

源を適切に排除する設計とするので爆発を防止

できる。他◇29  
 

(４) 崩壊熱除去 

第１一時貯留処理槽，第２一時貯留処理槽等

は，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水

系から冷却水を適切に供給する設計とするので

崩壊熱を除去できる。他◇28  
 

 

第 4.5－１表 ウラン精製設備の主要設備の仕様 

 

(１) 抽 出 器 

種 類 ミキサ・セトラ 

基 数 １ 

高 さ 約 0.6ｍ 

段 数 ７ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(２) 核分裂生成物洗浄器 

種 類 ミキサ・セトラ 

基 数 １ 

高 さ 約 0.6ｍ 

段 数 ７ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
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逆抽出器  １ 基 

種 類  ミキサ・セトラ 

材 料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

抽出廃液ＴＢＰ洗浄器  １ 基 

種 類  ミキサ・セトラ 

材 料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器  １ 基 

種 類  ミキサ・セトラ 

材 料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

ウラン濃縮缶  １ 基 

材 料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 逆抽出器 

種 類 ミキサ・セトラ 

基 数 １ 

高 さ 約 0.6ｍ 

段 数 ８ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
  

(４) 抽出廃液ＴＢＰ洗浄器 

種 類 ミキサ・セトラ 

基 数 １ 

高 さ 約 0.5ｍ 

段 数 ３ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(５) ウラン溶液ＴＢＰ洗浄器 

種 類 ミキサ・セトラ 

基 数 １ 

高 さ 約 0.6ｍ 

段 数 ３ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(６) ウラン濃縮缶 

種 類 熱サイホン式 

基 数 １ 

容 量 約 4.0ｍ３ 

処理容量 約 3.1ｍ３／ｈ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(７) ウラン溶液供給槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 15ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(８) ウラン濃縮缶供給槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 15ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(９) ウラン濃縮液第１受槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 15ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(10) ウラン濃縮缶凝縮液受槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 15ｍ３ 
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主要材料ステンレス鋼他◇11  
 

(11) ウラン濃縮液第１中間貯槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 10ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(12) ウラン濃縮液第２受槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 50ｍ３ 

主要材料ステンレス鋼他◇11  
 

(13) ウラン濃縮液第２中間貯槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 40ｍ３ 

主要材料ステンレス鋼他◇11  
 

(14) ウラン濃縮液第３中間貯槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約２ｍ３ 

主要材料ステンレス鋼他◇11  
 

(15) リサイクル槽 

種 類 横置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 10ｍ３ 

主要材料ステンレス鋼他◇11  

 

(16) ウラナス製造器 

種 類 水素還元式 

基 数 １ 

容 量 約 0.1ｍ３／ｈ 

主要材料ステンレス鋼他◇2  

 

(17) 第１気液分離槽 

種 類 円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 10Ｌ 

主要材料ステンレス鋼他◇2  

 

(18) 洗 浄 塔 

種 類 円筒形 

基 数 １ 

容 量 約５Ｌ 

主要材料 ステンレス鋼他◇2  
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(ロ) プルトニウム精製設備 

第１酸化塔  １ 基 

種 類  充てん塔 

材 料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

第２酸化塔  １ 基 

種 類  充てん塔 

材 料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

第１脱ガス塔  １ 基 

種 類  充てん塔 

材 料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

第２脱ガス塔  １ 基 

種 類  充てん塔 

材 料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

抽 出 塔  １ 基 

種 類  円筒形パルスカラム 

(19) 第２気液分離槽 

種 類 円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 20Ｌ 

主要材料 ステンレス鋼他◇2  

 

(20) ウラナス溶液受槽 

種 類 横置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約３ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼他◇2  

 

(21) ウラナス溶液中間貯槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約４ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼他◇2  

 

第 4.5－２表 プルトニウム精製設備の主要設備

の仕様 

(１) 第１酸化塔 

種 類 充てん塔 

基 数 １ 

内 径 約 15ｃｍ 

高 さ 約 7.6ｍ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(２) 第２酸化塔 

種 類 充てん塔 

基 数 １ 

内 径 約９ｃｍ 

高 さ 約 7.6ｍ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(３) 第１脱ガス塔 

種 類 充てん塔 

基 数 １ 

内 径 約 17ｃｍ 

高 さ 約９ｍ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

４) 第２脱ガス塔 

種 類 充てん塔 

基 数 １ 

内 径 約 11ｃｍ 

高 さ 約９ｍ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(５) 抽 出 塔 

種 類 円筒形パルスカラム 
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材 料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

核分裂生成物洗浄塔  １ 基 

種 類  円筒形パルスカラム 

材 料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

ＴＢＰ洗浄塔  １ 基 

種 類  円筒形パルスカラム 

材 料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

プルトニウム溶液供給槽  １ 基 

材 料  ステンレス鋼 

容 量  約 ４ ｍ３他□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

逆抽出塔  １ 基 

種 類  円筒形パルスカラム 

材 料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

基 数 １ 

内 径 約 21ｃｍ 

高 さ 約 11ｍ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(６) 核分裂生成物洗浄塔 

種 類 円筒形パルスカラム 

基 数 １ 

内 径 約 15ｃｍ 

高 さ 約 12ｍ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(７) ＴＢＰ洗浄塔 

種 類 円筒形パルスカラム 

基 数 １ 

内 径 約 20ｃｍ 

高 さ 約 11ｍ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(８) プルトニウム溶液供給槽 

種 類 環状形 

基 数 １ 

容 量 約４ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(９) 低濃度プルトニウム溶液受槽 

種 類 横置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 0.5ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(10) 抽出廃液受槽 

種 類 環状形 

基 数 １ 

容 量 約３ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

(11) 抽出廃液中間貯槽 

種 類 環状形 

基 数 １ 

容 量 約 3.5ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

(12) 逆抽出塔 

種 類 円筒形パルスカラム 

基 数 １ 

内 径 約 15ｃｍ 

高 さ 約 12ｍ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
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ウラン洗浄塔  １ 基 

種 類  円筒形パルスカラム 

材 料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

 

ＴＢＰ洗浄器  １ 基 

種 類  ミキサ・セトラ 

材 料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

プルトニウム洗浄器  １ 基 

種 類  ミキサ・セトラ 

材 料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

ウラン逆抽出器  １ 基 

種 類  ミキサ・セトラ 

材 料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

逆抽出液ＴＢＰ洗浄器  １ 基 

種 類  ミキサ・セトラ 

材 料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助油水分離槽  １ 基 

材 料  ステンレス鋼 

容 量  約 0.1 ｍ３他□2  

 

 

 

プルトニウム溶液受槽  １ 基 

材 料  ステンレス鋼 

容 量  約 １ ｍ３他□2  

 

(13) ウラン洗浄塔 

種 類 円筒形パルスカラム 

基 数 １ 

内 径 約９ｃｍ 

高 さ 約 11ｍ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(14) ＴＢＰ洗浄器 

種 類 ミキサ・セトラ 

基 数 １ 

高 さ 約 0.2ｍ 

段 数 ５ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(15) プルトニウム洗浄器 

種 類 ミキサ・セトラ 

基 数 １ 

高 さ 約 0.2ｍ 

段 数 ５ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(16) ウラン逆抽出器 

種 類 ミキサ・セトラ 

基 数 １ 

高 さ 約 0.4ｍ 

段 数 ８ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(17) 逆抽出液ＴＢＰ洗浄器 

種 類 ミキサ・セトラ 

基 数 １ 

高 さ 約 0.4ｍ 

段 数 ３ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(18) 逆抽出液受槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約３ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(19) 補助油水分離槽 

種 類 たて置板状形 

基 数 １ 

容 量 約 0.1ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(20) プルトニウム溶液受槽 

種 類 環状形 

基 数 １ 
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油水分離槽  １ 基 

材 料  ステンレス鋼 

容 量  約 １ ｍ３他□2  

 

 

 

プルトニウム溶液一時貯槽  １ 基 

材 料  ステンレス鋼 

容 量  約 ３ ｍ３他□2  

 

 

 

プルトニウム濃縮缶供給槽  １ 基 

材 料  ステンレス鋼 

容 量  約 ３ ｍ３他□2  

 

 

 

プルトニウム濃縮缶  １ 基 

材 料  ジルコニウム他□2  

 

 

 

 

 

プルトニウム濃縮液受槽  １ 基 

材 料  ステンレス鋼 

容 量  約 １ ｍ３他□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プルトニウム濃縮液一時貯槽  １ 基 

材 料  ステンレス鋼 

容 量  約 1.5 ｍ３他□2  

 

 

 

プルトニウム濃縮液計量槽  １ 基 

材 料  ステンレス鋼 

容 量  約 １ ｍ３他□2  

 

 

容 量 約１ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(21) 油水分離槽 

種 類 環状形 

基 数 １ 

容 量 約１ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(22) プルトニウム溶液一時貯槽 

種 類 環状形 

基 数 １ 

容 量 約３ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

(23) プルトニウム濃縮缶供給槽 

種 類 環状形 

基 数 １ 

容 量 約３ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(24) プルトニウム濃縮缶 

種 類 熱サイホン式 

基 数 １ 

容 量 約 0.2ｍ３ 

処理容量 約 0.1ｍ３／ｈ 

主要材料 ジルコニウム他◇11  
 

(25) プルトニウム濃縮液受槽 

種 類 環状形 

基 数 １ 

容 量 約１ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(26) 凝縮液受槽 

種 類 環状形 

基 数 ２ 

容 量 約２ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼 

 

(27) プルトニウム濃縮液一時貯槽 

種 類 環状形 

基 数 １ 

容 量 約 1.5ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(28) プルトニウム濃縮液計量槽 

種 類 環状形 

基 数 １ 

容 量 約１ｍ３ 
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プルトニウム濃縮液中間貯槽  １ 基 

材 料  ステンレス鋼 

容 量  約 １ ｍ３他□2  

 

 

 

リサイクル槽  １ 基 

材 料  ステンレス鋼 

容 量  約 １ ｍ３他□2  

 

 

 

希 釈 槽  １ 基 

材 料  ステンレス鋼 

容 量  約 2.5 ｍ３他□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ハ) 精製建屋一時貯留処理設備 

 

第１一時貯留処理槽  １ 基 

材 料  ステンレス鋼 

容 量  約 1.5 ｍ３他□2  

 

 

 

第２一時貯留処理槽  １ 基 

材 料  ステンレス鋼 

容 量  約 1.5 ｍ３他□2  

 

 

 

第３一時貯留処理槽  １ 基 

材 料  ステンレス鋼 

容 量  約 ３ ｍ３他□2  

 

 

 

第４一時貯留処理槽  １ 基 

材 料  ステンレス鋼 

容 量  約 ２ ｍ３他□2  

 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(29) プルトニウム濃縮液中間貯槽 

種 類 環状形 

基 数 １ 

容 量 約１ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(30) リサイクル槽 

種 類 環状形 

基 数 １ 

容 量 約１ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(31) 希 釈 槽 

種 類 環状形 

基 数 １ 

容 量 約 2.5ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(32) 注 水 槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 0.3ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

第 4.5－３表 精製建屋一時貯留処理設備の主要

設備の仕様 

(１) 第１一時貯留処理槽 

種 類 環状形 

基 数 １ 

容 量 約 1.5ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(２) 第２一時貯留処理槽 

種 類 環状形 

基 数 １ 

容 量 約 1.5ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(３) 第３一時貯留処理槽 

種 類 環状形 

基 数 １ 

容 量 約３ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(４) 第４一時貯留処理槽 

種 類 環状形 

基 数 １ 

容 量 約２ｍ３ 
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第５一時貯留処理槽  １ 基 

材 料  ステンレス鋼 

容 量  約 ３ ｍ３他□2  

 

 

 

第７一時貯留処理槽  １ 基 

材 料  ステンレス鋼 

容 量  約 10 ｍ３他□2  

 

 

 

第８一時貯留処理槽  １ 基 

材 料 ステンレス鋼 

容 量 約 10 ｍ３他□2  

 

 

 

第９一時貯留処理槽 １ 基 

材 料 ステンレス鋼 

容 量 約 ５ ｍ３他□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(５) 第５一時貯留処理槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約３ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(６) 第７一時貯留処理槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 10ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(７) 第８一時貯留処理槽 

種 類 横置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 10ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(８) 第９一時貯留処理槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約５ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

第 4.5－4 表(1) プルトニウム精製設備の主要

設備の臨界安全管理表他◇2  
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第 4.5－4 表(2) プルトニウム精製設備の主要

設備の臨界安全管理表他◇2  

 
 

第 4.5－5 表 精製建屋一時貯留処理設備の主要

設備の臨界安全管理表他◇2  
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2.5 脱硝施設 

脱硝施設の設計に係る共通的な設計方針につ

いては，第 1 章 共通項目の「1. 核燃料物質

の臨界防止」，「2. 地盤」，「3. 自然現象

等」，「4. 閉じ込めの機能」，「5. 火災等

による損傷の防止」，「6. 再処理施設内にお

ける溢水による損傷の防止」，「7. 再処理施

設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防

止」，「8. 遮蔽」及び「9. 設備に対する要

求」に基づくものとする。 

 

脱硝施設は，ウラン脱硝設備 2 系列（一部 1

系列）及びウラン・プルトニウム混合脱硝設備

2 系列（一部 1 系列）で構成し，ウラン脱硝設

備はウラン脱硝建屋に収納し，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝設備はウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋に収納する設計とする。脱硝①-1 

ウラン脱硝建屋は，地上 5 階，地下 1 階の建

物とする設計とする。脱硝①-2 

 

 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋は，地上

2階，地下2階の建物とする設計とする。脱硝①

-3 
 

 

 

 

 

ウラン脱硝設備は，精製施設のウラン精製設

備から受け入れた硝酸ウラニル溶液を加熱して

脱硝し，ウラン酸化物（以下「UO3」とい

う。）としてウラン酸化物貯蔵容器に収納し，

製品貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵設備に搬送す

る設計とする。脱硝②-1 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備は，精製

施設のウラン精製設備及びプルトニウム精製設

備からそれぞれ硝酸ウラニル溶液及び硝酸プル

トニウム溶液を受け入れ，混合した後加熱して

脱硝し，ウラン・プルトニウム混合酸化物

（UO2･PuO2，以下「MOX」という。）として混合

酸化物貯蔵容器に収納し，製品貯蔵施設のウラ

ン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備に搬送す

る設計とする。脱硝②-2 

 

 

 

 

 

 

2.5.1 ウラン脱硝設備 

ウラン脱硝設備は，受入れ系，蒸発濃縮系及

(５) 脱硝施設 

(ⅰ) 構  造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 脱硝施設は，ウラン脱硝設備２系列（一部１

系列）及びウラン・プルトニウム混合脱硝設備

２系列（一部１系列）で構成し，ウラン脱硝設

備はウラン脱硝建屋に収納し，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝設備はウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋に収納する。脱硝①-1 

 ウラン脱硝建屋の主要構造は，鉄筋コンクリ

ート造で，【他□5 】地上５階，地下１階，建築

面積約1,500ｍ２【他□5 】の建物である。脱硝①

-2 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の主要構

造は，鉄筋コンクリート造で【他□2 】地上２

階，地下２階，建築面積約2,700ｍ２【他□2 】の

建物である。脱硝①-3 

 ウラン脱硝建屋機器配置概要図を第98図から

第104図に，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋機器配置概要図を第105図から第109図に示

す。他□1  

 ウラン脱硝設備は，精製施設のウラン精製設

備から受け入れた硝酸ウラニル溶液を加熱して

脱硝し，ウラン酸化物（以下「ＵＯ３」とい

う。）としてウラン酸化物貯蔵容器に収納し，

製品貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵設備に搬送す

る設備である。脱硝②-1 

  ウラン・プルトニウム混合脱硝設備は，精製

施設のウラン精製設備及びプルトニウム精製設

備からそれぞれ硝酸ウラニル溶液及び硝酸プル

トニウム溶液を受け入れ，混合した後加熱して

脱硝し，ウラン・プルトニウム混合酸化物（Ｕ

Ｏ２・ＰｕＯ２，以下「ＭＯＸ」という。）とし

て混合酸化物貯蔵容器に収納し，製品貯蔵施設

のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備に

搬送する設備である。脱硝②-2 

 ウラン脱硝設備系統概要図を第16図に，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝設備系統概要図を第

17図に示す。他□1  

 

 

 

 

 

4.6  脱硝施設 

4.6.1  概  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 脱硝施設は，ウラン脱硝設備及びウラン・プ

ルトニウム混合脱硝設備で構成する。他◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウラン脱硝設備は，精製施設のウラン精製設

備のウラン濃縮液第２中間貯槽から硝酸ウラニ

ル溶液を受け入れ，脱硝塔で脱硝処理してＵＯ

３とした後，ＵＯ３を製品貯蔵施設へ搬送する設

備である。他◇1  

 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備は，精製

施設のウラン精製設備のウラン濃縮液第３中間

貯槽から硝酸ウラニル溶液，及びプルトニウム

精製設備のプルトニウム濃縮液中間貯槽から硝

酸プルトニウム溶液を受け入れ，混合し，脱硝

装置等で脱硝処理等を行ってＭＯＸとした後，

ＭＯＸを製品貯蔵施設へ搬送する設備である。

他◇1  

 なお，脱硝施設は，それぞれウラン－235 濃

縮度が全ウランの 1.6wt％以下の硝酸ウラニル

溶液及びプルトニウム－240 重量比が全プルト

ニウムの 17wt％以上の硝酸プルトニウム溶液を

受け入れる。他◇25  
 

4.6.2  ウラン脱硝設備 

4.6.2.1  概  要 

 ウラン脱硝設備は，受入れ系，蒸発濃縮系及
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びウラン脱硝系で構成する。脱硝③-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

びウラン脱硝系で構成する。脱硝③-1 
 受入れ系は，精製施設のウラン精製設備のウ

ラン濃縮液第２中間貯槽から硝酸ウラニル溶液

を受け入れ，一時貯蔵する設備である。脱硝③

-2 

 蒸発濃縮系は，硝酸ウラニル溶液を濃縮缶で

蒸気により加熱し，濃縮する設備である。脱硝

③-3 

 ウラン脱硝系は，濃縮した硝酸ウラニル溶液

を脱硝塔で電気ヒータ等により加熱し，熱分解

してＵＯ３粉末の製品にする設備である。脱硝

③-4 

 このＵＯ３粉末は，ウラン酸化物貯蔵容器に

充てん，封入し，【脱硝③-5】製品貯蔵施設の

ウラン酸化物貯蔵設備に搬送する。脱硝③-6 

 ウラン脱硝設備系統概要図を第 4.6－１図に

示す。他◇2  

 

4.6.2.2  設計方針 

(１) 臨界安全 

 ウラン脱硝設備の臨界安全管理を要する機器

は，技術的に見て想定されるいかなる場合でも

形状寸法管理，質量管理及び同位体組成管理並

びにこれらの組合せにより，単一ユニットとし

て臨界を防止できる設計とする。他◇27  
 また，各単一ユニットは，適切に配置するこ

とにより，複数ユニットとして臨界を防止でき

る設計とする。他◇27  
(２) 落下防止 

 ウラン脱硝設備の充てん台車等の搬送機器

は，電源喪失時におけるつり荷の保持，又は逸

走防止を行い，移送物の落下及び転倒を防止で

きる設計とする。他◇30  
(３) 閉じ込め 

 ウラン脱硝設備の放射性物質を内蔵する主要

機器は，腐食し難い材料を使用し，かつ，漏え

いし難い構造とするとともに，万一放射性物質

が漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止し安

全に処置できる設計とする。他◇28  
 また，気体廃棄物の廃棄施設で負圧を維持す

ることにより，閉じ込め機能を確保できる設計

とする。他◇28  
(４) 単一故障 

 安全上重要な施設の硝酸ウラニル濃縮液供給

停止系は，それらを構成する動的機器の単一故

障を仮定しても，安全機能が確保できる設計と

する。他◇31  
(５) 試験及び検査 

 安全上重要な施設の硝酸ウラニル濃縮液供給

停止系は，運転停止時に試験及び検査ができる

設計とする。他◇32  
 

 

 

 

脱硝③-2（P104 へ） 

 

 

脱硝③-3（P104 へ） 

 

 

 

脱硝③-4（P104,106 へ） 

 

 

脱硝③-5（P104 へ） 

脱硝③-6（P104 へ） 
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ウラン脱硝設備の最大脱硝能力は，4.8t･U/d

（約 2.4t･U/d/系列）である。脱硝③-7 

 

 

2.5.1.1 受入れ系 

受入れ系は，精製施設のウラン精製設備のウ

ラン濃縮液第 2 中間貯槽から硝酸ウラニル溶液

を硝酸ウラニル貯槽に受け入れ，一時貯蔵し，

蒸発濃縮系へ移送する設計とする。【脱硝③-

2,8】なお，硝酸ウラニル貯槽は，ウラン脱硝

系で発生した規格外 UO3 粉末の溶解液も受け入

れることができる設計とする。脱硝③-9 

 

2.5.1.2 蒸発濃縮系 

蒸発濃縮系は，受入れ系からの硝酸ウラニル

溶液を硝酸ウラニル供給槽を経て濃縮缶に受け

入れ，蒸気により加熱し，濃縮した後，ウラン

脱硝系へ移送する設計とする。脱硝③-3,10 

 

濃縮缶で発生する廃ガスの凝縮液は，酸及び

溶媒の回収施設の酸回収設備の第 2 酸回収系の

供給槽へポンプで移送する設計とする。脱硝③

-11 

2.5.1.3 ウラン脱硝系 

ウラン脱硝系は，蒸発濃縮系から硝酸ウラニ

ル濃縮液を濃縮液受槽に受け入れた後，脱硝塔

に供給し，熱分解して UO3 粉末を生成する設計

とする。【脱硝③-4,12】生成した UO3粉末につ

いては，シール槽を経て，UO3 受槽に抜き出

し，製品貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵容器が充

てん定位置に設置していることを確認した後，

UO3 受槽からウラン酸化物貯蔵容器に充てん

し，フランジ構造のふたを取り付けて封入する

設計とする。脱硝③-5,13 

UO3 受槽からウラン酸化物貯蔵容器に充てん

している間は，脱硝塔から連続的に排出される

UO3 粉末を一時的にシール槽へ受け入れる設計

とする。脱硝③-14 

なお，充てんする UO3 粉末については，試料

採取し，原子核分裂生成物の含有率等を分析確

認することができる設計とする。脱硝③-15 

ウラン酸化物貯蔵容器は，充てん台車を用い

て搬送した後，貯蔵容器クレーンを用いて製品

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2.3  主要設備の仕様 

 ウラン脱硝設備の主要設備の仕様を第 4.6－

１表に示す。他◇2  

 なお，脱硝塔概要図を第 4.6－２図に示す。

他◇2  

 

4.6.2.4  系統構成及び主要設備 

 ウラン脱硝設備のウラン脱硝系は，２系列

（一部１系列）で構成する。他◇1  

 ウラン脱硝設備の最大脱硝能力は，4.8ｔ・

Ｕ／ｄ（約 2.4ｔ・Ｕ／ｄ／系列）である。脱

硝③-7 

(１) 系統構成 

ａ．受入れ系 

 受入れ系は，精製施設のウラン精製設備のウ

ラン濃縮液第２中間貯槽から硝酸ウラニル溶液

を硝酸ウラニル貯槽に受け入れ，一時貯蔵し，

蒸発濃縮系へ移送する。【脱硝③-8】なお，硝

酸ウラニル貯槽は，ウラン脱硝系で発生した規

格外ＵＯ３粉末の溶解液も受け入れる。脱硝③-

9 

 

ｂ．蒸発濃縮系 

 蒸発濃縮系は，受入れ系からの硝酸ウラニル

溶液を硝酸ウラニル供給槽を経て濃縮缶に受け

入れ，ウラン濃度約 1,000ｇ･Ｕ／Ｌ，硝酸濃度

約 0.5ｍｏｌ／Ｌに【他◇6 】濃縮した後，ウラ

ン脱硝系へ移送する。脱硝③-10 

濃縮缶で発生する廃ガスの凝縮液は，酸及び

溶媒の回収施設の酸回収設備の第２酸回収系の

供給槽へポンプで移送する。脱硝③-11 

 

ｃ．ウラン脱硝系 

 ウラン脱硝系は，蒸発濃縮系から硝酸ウラニ

ル濃縮液を濃縮液受槽に受け入れた後，脱硝塔

に供給し，熱分解してＵＯ３粉末を生成する。

【脱硝③-12】生成したＵＯ３粉末は，シール槽

を経て，ＵＯ３受槽に抜き出し，製品貯蔵施設

のウラン酸化物貯蔵容器が充てん定位置に設置

していることを確認した後，ＵＯ３受槽から500

ｋｇ・Ｕずつ【他◇6 】ウラン酸化物貯蔵容器に

充てんし，フランジ構造のふたを取り付けて封

入する。脱硝③-13 

 ＵＯ３受槽からウラン酸化物貯蔵容器に充て

んしている間は，脱硝塔から連続的に排出され

るＵＯ３粉末を一時的にシール槽へ受け入れ

る。脱硝③-14 

 なお，充てんするＵＯ３粉末は，試料採取

し，原子核分裂生成物の含有率等を分析確認す

る。脱硝③-15 

 ウラン酸化物貯蔵容器は，充てん台車を用い

て搬送した後，貯蔵容器クレーンを用いて製品

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脱硝③-2（P102 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

脱硝③-3（P103 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脱硝③-4（P103 から） 

 

 

 

 

 

脱硝③-5（P103 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 
「原子核分裂生成物の含有率等」とは UO3
粉末の製品分析に必要な分析項目である

原子核分裂生成物の含有率及びウラン量等

の総称として示した記載であることから許可

の記載を用いた。 
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貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵設備の貯蔵容器搬

送台車に移載する設計とする。脱硝③-6,16 

 

 

製品貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵設備から受

け入れた UO3 粉末については，脱硝塔内の流動

層を形成するために脱硝塔へ移送するか，又は

UO3 溶解槽に供給した後，溶解し，硝酸ウラニ

ル溶液として，受入れ系の硝酸ウラニル貯槽へ

移送する設計とする。脱硝③-17 

また，脱硝塔内で発生する廃ガスの凝縮液に

ついては，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備

の第 2 酸回収系の供給槽へポンプで移送する設

計とする。脱硝③-18 

なお，生成したUO3粉末中の規格外UO3粉末に

ついては，規格外製品受槽に受け入れ，規格外

製品容器に充てんする設計とする。規格外製品

容器に充てんした UO3粉末については，UO3溶解

槽に供給した後，溶解し，硝酸ウラニル溶液と

して，受入れ系の硝酸ウラニル貯槽へ移送する

設計とする。また，ウラン試験時に用いる硝酸

ウラニル溶液の一部については，他の施設から

UO3 を受け入れ，UO3 溶解槽にて溶解し，受入れ

系の硝酸ウラニル貯槽を経由して精製施設のウ

ラン精製設備のウラン濃縮液第 2 受槽へ移送す

る設計とする。脱硝③-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵設備の貯蔵容器搬

送台車に移載する。脱硝③-16 

 

 

製品貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵設備から受

け入れたＵＯ３粉末は，脱硝塔内の流動層を形

成するために脱硝塔へ移送するか，ＵＯ３溶解

槽に供給した後，溶解し，硝酸ウラニル溶液と

して，受入れ系の硝酸ウラニル貯槽へ移送す

る。脱硝③-17 

 また，脱硝塔内で発生する廃ガスの凝縮液

は，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備の第２

酸回収系の供給槽へポンプで移送する。脱硝③

-18 

 なお，生成したＵＯ３粉末中の規格外ＵＯ３粉

末は，規格外製品受槽に受け入れ，規格外製品

容器に充てんする。規格外製品容器に充てんし

たＵＯ３粉末は，ＵＯ３溶解槽に供給した後，溶

解し，硝酸ウラニル溶液として，受入れ系の硝

酸ウラニル貯槽へ移送する。また，ウラン試験

時に用いる硝酸ウラニル溶液の一部は，他の施

設からＵＯ３を受け入れ，ＵＯ３溶解槽にて溶解

し，受入れ系の硝酸ウラニル貯槽を経由して精

製施設のウラン精製設備のウラン濃縮液第２受

槽へ移送する。脱硝③-19 

(２) 主要設備 

 ウラン脱硝設備で臨界安全管理を要する機器

は，形状寸法管理，質量管理及び同位体組成管

理並びにこれらの組合せにより，単一ユニット

として臨界を防止する設計とする。他◇27  
 また，各単一ユニットは，適切に配置するこ

とにより，複数ユニットとして臨界を防止する

設計とする。他◇27  
 ウラン脱硝設備の主要設備の臨界安全管理表

を第 4.6－２表に示す。他◇2  

 ウラン脱硝設備の主要機器は，ステンレス鋼

を用い，接液部は溶接構造等により放射性物質

が漏えいし難い設計とする。他◇28  
 また，液体状の放射性物質を内蔵する主要機

器に対しては，漏えい液受皿を設置し，漏えい

検知装置を用いて漏えいを検知する設計とし，

漏えいした液体状の放射性物質は，ポンプ等で

硝酸ウラニル貯槽等に移送する設計とする。他

◇28  
 ウラン脱硝設備の主要機器は，原則として気

体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備に

接続し，負圧を維持する設計とする。他◇28  
 安全上重要な施設の硝酸ウラニル濃縮液の供

給停止系は，「6.1.2 計測制御設備」で述べ

るように，動的機器の単一故障を仮定しても，

脱硝塔ヘの硝酸ウラニル濃縮液の供給停止が可

能なように弁を多重化する設計とする。他◇31  

 

脱硝③-6（P103 から） 
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脱硝塔は，流動層式の反応塔とし，硝酸ウラ

ニル溶液を熱分解してUO3粉末を生成する設計

とする。脱硝塔は，下部から空気を吹き込んで

脱硝塔内部のUO3粉末を流動化し，流動層を形

成することができる設計とする。この流動層の

中に硝酸ウラニル溶液を空気とともに噴霧ノズ

ルから噴霧供給し，電気ヒータ及び内部加熱体

で加熱し熱分解する設計とする。脱硝③-4,20 

 

 

 

 

 

 

生成した UO3 粉末については，脱硝塔の上部

抜き出し口を経て，脱硝塔からシール槽へ移送

する設計とする。脱硝③-21 

また，脱硝塔の運転停止時は，下部抜き出し

口からUO3粉末を抜き出すことができる設計と

する。脱硝③-22 

脱硝塔には，廃ガスに同伴する UO3 粉末を除

去するため，塔頂部には，固気分離フィルタと

して，焼結金属フィルタを設ける設計とする。

脱硝③-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．脱硝塔 

 脱硝塔は，流動層式の反応塔であり，硝酸ウ

ラニル溶液を熱分解してＵＯ３粉末を生成す

る。脱硝塔は，下部から空気を吹き込んで脱硝

塔内部のＵＯ３粉末を流動化し，流動層を形成

（流動層中のウラン量約 450ｋｇ・Ｕ）【他

◇6 】させる。この流動層の中に硝酸ウラニル溶

液を空気とともに噴霧ノズルから噴霧供給し，

電気ヒータ及び内部加熱体で約 300℃に【他

◇6 】加熱し熱分解する。脱硝③-20 

 また，脱硝塔内のＵＯ３粉末の含水率を低く

抑えるため，脱硝塔内温度が 200℃以下に低下

した場合には，硝酸ウラニル濃縮液供給停止系

により，脱硝塔内への硝酸ウラニル濃縮液の供

給を自動的に停止する設計とする。他◇9  

 生成したＵＯ３粉末は，脱硝塔の上部抜き出

し口を経て，脱硝塔からシール槽へ移送する。

脱硝③-21 

また，脱硝塔の運転停止時は，下部抜き出し

口からＵＯ３粉末を抜き出す。脱硝③-22 

 

 脱硝塔には，廃ガスに同伴するＵＯ３粉末を

除去するため，塔頂部には，固気分離フィルタ

として，焼結金属フィルタを設ける設計とす

る。脱硝③-23 

ｂ．充てん台車 

 充てん台車は，ウラン酸化物貯蔵容器１基を

軌道上において取り扱い，【他◇27 】ウラン酸化

物貯蔵容器が転倒し難い構造とするとともに，

取扱い時の搬送を安全かつ確実に行うため，逸

走防止のインターロックを設ける設計とする。

他◇30  
ｃ．貯蔵容器クレーン 

 貯蔵容器クレーンは，つりワイヤの二重化を

施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持で

きるフェイルセイフ機構を有する設計とする。

他◇30  
 また，運転を安全かつ確実に行うため，ウラ

ン酸化物貯蔵容器のつり上げ高さを５ｍ以下と

し，つかみ不良時のつり上げ防止及び逸走防止

のインターロックを設ける設計とする。他◇30  
 

4.6.2.5  試験・検査 

 安全上重要な施設の硝酸ウラニル濃縮液供給

停止系は，硝酸ウラニル濃縮液供給停止回路か

らの信号による，定期的な試験及び検査を実施

する。他◇32  
 ＵＯ３受槽等の機器は，据付け検査，外観検

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脱硝③-4（P103から） 
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2.5.2 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

査等の品質保証活動のもとに据付けを行う。他

◇5  

 

 

4.6.2.6  評  価 

(１) 臨界安全 

 ウラン脱硝設備の臨界安全管理を要する機器

は，技術的に見て想定されるいかなる場合にも

第 4.6－２表の臨界安全管理表に示す形状寸法

管理，質量管理及び同位体組成管理並びにこれ

らの組合せにより，単一ユニットとして臨界を

防止できる。他◇27  
  また，各単一ユニットは，適切に配置する設

計とするので，複数ユニットとして臨界を防止

できる。他◇27  
(２) 落下防止 

 充てん台車等の搬送機器は，つりワイヤの二

重化，電源喪失時におけるつり荷の保持機構及

び逸走防止のインターロックを設ける設計とす

るので，移送物の落下及び転倒を防止できる。

他◇30 】 

(３) 閉じ込め 

 ウラン脱硝設備の放射性物質を内蔵する主要

機器は，腐食し難いステンレス鋼を用い，か

つ，接液部は溶接構造等で漏えいし難い構造と

し，さらに，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃

ガス処理設備で原則として負圧を維持する設計

とするので閉じ込め機能を確保できる。他◇28  
 また，生成したＵＯ３粉末は，ウラン酸化物

貯蔵容器に封入する設計とするので閉じ込め機

能を確保できる。他◇28  
 ウラン脱硝設備の液体状の放射性物質を内蔵

する主要機器の床には，漏えい検知装置を備え

た漏えい液受皿を設置し，漏えいした液体状の

放射性物質を，硝酸ウラニル貯槽等に移送する

設計とするので，万一の液体状の放射性物質の

漏えいを想定しても，その拡大を防止できる。

他◇28  
(４) 単一故障 

 安全上重要な施設の硝酸ウラニル濃縮液の供

給停止系は，弁を多重化する設計とするので，

動的機器の単一故障を仮定しても，脱硝塔への

硝酸ウラニル濃縮液の供給を停止できる。他◇31  
(５) 試験及び検査 

 安全上重要な施設の脱硝塔内の温度低による

硝酸ウラニル濃縮液の供給停止系は，その運転

停止時に試験及び検査をする設計とするので，

安全機能を損なうことなく試験及び検査ができ

る。他◇32  
 

4.6.3  ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 

4.6.3.1  概  要 
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ウラン・プルトニウム混合脱硝設備は，溶液

系，ウラン・プルトニウム混合脱硝系，焙焼・

還元系，粉体系及び還元ガス供給系で構成す

る。脱硝④-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備は，溶液

系，ウラン・プルトニウム混合脱硝系，焙焼・

還元系，粉体系及び還元ガス供給系で構成す

る。脱硝④-1 

 溶液系は，精製施設のプルトニウム精製設備

のプルトニウム濃縮液中間貯槽から硝酸プルト

ニウム溶液，並びにウラン精製設備のウラン濃

縮液第３中間貯槽から硝酸ウラニル溶液を受け

入れ，一時貯蔵し，両溶液を混合する設備であ

る。脱硝④-2 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝系は，硝酸ウ

ラニル溶液及び硝酸プルトニウム溶液の混合溶

液を脱硝装置でマイクロ波により，蒸発濃縮・

脱硝してウラン・プルトニウム混合脱硝粉体と

する設備である。脱硝④-3 

 焙焼・還元系は，ウラン・プルトニウム混合

脱硝粉体を焙焼炉及び還元炉で焙焼・還元処理

してＭＯＸ粉末とする設備である。脱硝④-4 

 粉体系は，ＭＯＸ粉末を粉砕機で粉砕処理し

た後，混合機で混合処理する設備である。脱硝

④-5 

 このＭＯＸ粉末は，粉末缶に充てんした後，

【脱硝④-6】混合酸化物貯蔵容器に収納，封入

し，【脱硝④-7】ウラン・プルトニウム混合酸

化物貯蔵設備へ搬送する。脱硝④-8 

 還元ガス供給系は，還元炉に使用する還元用

窒素・水素混合ガスを製造し，還元炉に供給す

る設備である。脱硝④-9 

  ウラン・プルトニウム混合脱硝設備系統概要

図を第 4.6－３図に示す。他◇2  

 

4.6.3.2  設計方針 

(１) 臨界安全 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の臨界安

全管理を要する機器は，技術的に見て想定され

るいかなる場合でも，形状寸法管理，濃度管

理，質量管理，同位体組成管理及び中性子吸収

材管理並びにこれらの組合せにより，単一ユニ

ットとして臨界を防止できる設計とする。他◇27  
 また，各単一ユニットは，適切に配置するこ

とにより，複数ユニットとして臨界を防止でき

る設計とする。他◇27  
(２) 落下防止 

 搬送台車等の搬送機器は，電源喪失時におけ

るつり荷の保持又は逸走防止を行い，移送物の

落下及び転倒を防止できる設計とする。他◇30  
(３) 閉じ込め 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の放射性

物質を内蔵する主要機器は，腐食し難い材料を

使用し，かつ，漏えいし難い構造とするととも

に，万一放射性物質が漏えいした場合にも漏え

いの拡大を防止し安全に処置できる設計とす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脱硝④-2（P110へ） 

 

 

 

 

脱硝④-3（P110へ） 

 

 

脱硝④-4（P111へ） 

 

脱硝④-5（P111へ） 

 

 

脱硝④-6（P112へ） 

脱硝④-7（P112へ） 

脱硝④-8（P112へ） 

 

 

脱硝④-9（P112へ） 
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ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の最大脱

硝能力は，ウランとプルトニウムの混合物（ウ

ランとプルトニウムの質量混合比は 1 対 1）で

108kg･(U+Pu)/d(約 54kg･(U+Pu)/d/系列）であ

る。脱硝④-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。他◇28  
 また，気体廃棄物の廃棄施設で負圧を維持す

ることにより，閉じ込め機能を確保できる設計

とする。他◇28  
(４) 火災及び爆発の防止 

 硝酸プルトニウム貯槽等の機器は，溶液の放

射線分解により発生する水素の爆発を適切に防

止できる設計とする。他◇29  
 また，還元炉は，適切な濃度の還元用水素を

使用することにより，水素の爆発を適切に防止

できる設計とする。他◇29  
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備のグロー

ブボックスは，可能な限り不燃性材料又は難燃

性材料を使用する設計とする。閉じ込め部材で

あるパネルに可燃性材料を使用する場合は，火

災によるパネルの損傷を考慮しても収納する機

器の閉じ込め機能を損なわない設計とする。他

◇29  
(５) 崩壊熱除去 

 硝酸プルトニウム貯槽等の機器は，崩壊熱に

よる過度の温度上昇を防止するため，適切な冷

却機能を有する設計とする。他◇28  
(６) 単一故障 

 安全上重要な施設の窒素・水素混合ガス供給

停止系は，それらを構成する動的機器の単一故

障を仮定しても，安全機能が確保できる設計と

する。他◇31  
(７) 外部電源喪失 

 安全上重要な施設の硝酸プルトニウム貯槽セ

ル等の漏えい液移送ポンプは，非常用所内電源

系統に接続し，外部電源が喪失した場合でも，

安全機能が確保できる設計とする。他◇10  
(８) 試験及び検査 

 安全上重要な施設の窒素・水素混合ガス供給

停止系は，運転停止時に試験及び検査ができる

設計とする。他◇32  
 

4.6.3.3  主要設備の仕様 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の主要設

備の仕様を第 4.6－３表に示す。他◇2  

 なお，脱硝装置概要図を第 4.6－４図に，還

元炉概要図を第 4.6－５図に，また，混合機概

要図を第 4.6－６図に示す。他◇2  

 

4.6.3.4  系統構成及び主要設備 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備は，２系

列（一部１系列）で構成する。他◇1  

 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の最大脱

硝能力は，ウランとプルトニウムの混合物（ウ

ランとプルトニウムの質量混合比は１対１）で

108ｋｇ・（Ｕ＋Ｐｕ）／ｄ（約 54ｋｇ・（Ｕ

＋Ｐｕ）／ｄ／系列。脱硝④-10 
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2.5.2.1 溶液系 

溶液系は，精製施設のプルトニウム精製設備

のプルトニウム濃縮液中間貯槽から硝酸プルト

ニウム溶液及びウラン精製設備のウラン濃縮液

第 3 中間貯槽から硝酸ウラニル溶液を，各々硝

酸プルトニウム貯槽，硝酸ウラニル貯槽に受け

入れ，これら両溶液を混合槽に移送し，ウラン

濃度及びプルトニウム濃度が等しくなるように

混合調整し，分析確認した後，定量ポットを経

て一定量ずつウラン・プルトニウム混合脱硝系

へ真空移送する設計とする。脱硝④-2,11 

 

 

 

2.5.2.2 ウラン・プルトニウム混合脱硝系 

ウラン・プルトニウム混合脱硝系は，溶液系

から受け入れた硝酸プルトニウム溶液及び硝酸

ウラニル溶液の混合溶液を中間ポットに受け入

れた後，脱硝装置の脱硝皿に給液し，脱硝装置

に附属するマイクロ波発振器からマイクロ波を

照射することにより，蒸発濃縮・脱硝処理し，

脱硝の終了を照度計及び赤外線温度計によって

検知してウラン・プルトニウム混合脱硝粉体と

する設計とする。脱硝④-3,12,29,30 

ウラン・プルトニウム混合脱硝粉体について

は，隣接する脱硝皿取扱装置による取扱いが可

能となるようにシャッタを開いた後，脱硝皿取

扱装置を用いて乾燥・冷却・粗砕し，空気輸送

により焙焼・還元系へ移送する設計とする。脱

硝④-13 

空気輸送を終了した脱硝皿は，秤量器で空で

あることを確認した後，脱硝皿取扱装置で搬送

し，再び脱硝装置内に設置する設計とする。脱

硝④-14 

また，脱硝装置内で発生する廃ガスの凝縮液

については，万一ウラン・プルトニウム混合脱

硝粉体を含んだ場合に備えて凝縮廃液ろ過器で

ろ過した後，凝縮廃液受槽に受け入れ，プルト

ニウム濃度を分析確認した後，凝縮廃液貯槽に

移送する設計とする。さらに，凝縮廃液貯槽で

一時貯蔵した後，精製施設のプルトニウム精製

設備の低濃度プルトニウム溶液受槽へポンプで

移送する設計とする。脱硝④-15 

 

空気輸送に使用した廃ガスについては，焼結

金属フィルタを内蔵した固気分離器及び 3 段の

高性能粒子フィルタを経て，気体廃棄物の廃棄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 系統構成 

ａ．溶液系 

 精製施設のプルトニウム精製設備のプルトニ

ウム濃縮液中間貯槽から硝酸プルトニウム溶液

及びウラン精製設備のウラン濃縮液第３中間貯

槽から硝酸ウラニル溶液を，各々硝酸プルトニ

ウム貯槽，硝酸ウラニル貯槽に受け入れ，これ

ら両溶液を混合槽に移送し，ウラン濃度及びプ

ルトニウム濃度が等しくなるようにプルトニウ

ム濃度約 154ｇ・Ｐｕ／Ｌ，ウラン濃度約 154

ｇ・Ｕ／Ｌ，硝酸濃度約 4.4ｍｏｌ／Ｌ【他

◇6 】に混合調整し，分析，確認した後，定量ポ

ットを経て一定量（約７Ｌ）【他◇6 】ずつウラ

ン・プルトニウム混合脱硝系へ真空移送する。

脱硝④-11 

ｂ．ウラン・プルトニウム混合脱硝系 

 溶液系から受け入れた硝酸プルトニウム溶液

及び硝酸ウラニル溶液の混合溶液を中間ポット

に受け入れた後，脱硝装置の脱硝皿に給液し，

脱硝装置に附属するマイクロ波発振器からマイ

クロ波を照射することにより，蒸発濃縮・脱硝

処理し，脱硝の終了を照度計及び赤外線温度計

によって検知してウラン・プルトニウム混合脱

硝粉体とする。脱硝④-12 

 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝粉体は，隣接

する脱硝皿取扱装置による取扱いが可能となる

ようにシャッタを開いた後，脱硝皿取扱装置を

用いて乾燥・冷却，粗砕し，空気輸送により焙

焼・還元系へ移送する。脱硝④-13 

 

 空気輸送を終了した脱硝皿は，秤量器で空で

あることを確認した後，脱硝皿取扱装置で搬送

し，再び脱硝装置内に設置する。脱硝④-14 

 

また，脱硝装置内で発生する廃ガスの凝縮液

は，万一ウラン・プルトニウム混合脱硝粉体を

含んだ場合に備えて凝縮廃液ろ過器でろ過した

後，凝縮廃液受槽に受け入れ，プルトニウム濃

度（通常のプルトニウム濃度約 0.05ｇ・Ｐｕ／

Ｌ）【他◇6 】を分析確認した後，凝縮廃液貯槽

に移送する。さらに，凝縮廃液貯槽で一時貯蔵

した後，精製施設のプルトニウム精製設備の低

濃度プルトニウム溶液受槽へポンプで移送す

る。脱硝④-15 

 空気輸送に使用した廃ガスは，焼結金属フィ

ルタを内蔵した固気分離器，及び３段の高性能

粒子フィルタを経て，気体廃棄物の廃棄施設の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脱硝④-2（P108から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脱硝④-3（P108から） 

脱 硝 ④ -29,30 （ P114 か

ら） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
施設のウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気

設備のグローブボックス・セル換気系へ移送す

る設計とする。脱硝④-16 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.3 焙焼・還元系 

焙焼・還元系は，ウラン・プルトニウム混合

脱硝系から受け入れたウラン・プルトニウム混

合脱硝粉体を焙焼炉において空気雰囲気中で加

熱処理し，空気輸送により還元炉へ移送する設

計とする。脱硝④-4,17 

還元炉では，窒素・水素混合ガス雰囲気中で

加熱処理し，MOX 粉末とした後，粉体系へ重力

により移送する設計とする。脱硝④-4,18 

 

 

還元炉へは，還元ガス供給系で水素濃度を確

認した還元用窒素・水素混合ガスを供給する設

計とする。脱硝④-19 

空気輸送に使用した廃ガスについては，焼結

金属フィルタを内蔵した固気分離器及び 3 段の

高性能粒子フィルタを経て，気体廃棄物の廃棄

施設のウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気

設備のグローブボックス・セル換気系へ移送す

る設計とする。脱硝④-20 

焙焼炉は，焼結金属フィルタを内蔵した炉廃

ガスフィルタを介して，気体廃棄物の廃棄施設

の塔槽類廃ガス処理設備に接続し，炉の廃ガス

を処理する設計とする。脱硝④-31 

還元炉は，焼結金属フィルタを内蔵した炉廃

ガスフィルタを介して，気体廃棄物の廃棄施設

の塔槽類廃ガス処理設備に接続し，炉の廃ガス

を処理する設計とする。脱硝④-32 

 

2.5.2.4 粉体系 

粉体系は，保管容器を充てん定位置に設置し

ていることを確認した後，焙焼・還元系から受

け入れた MOX 粉末を粉砕機で粉砕しながら保管

容器に充てんする設計とする。脱硝④-5,21 

充てん後，保管容器は，保管容器移動装置及

び保管昇降機で搬送し，MOX 粉末を空気輸送に

より混合機へ移送するか，又は保管ピットに一

時保管する設計とする。混合機では，保管容器

最大 4 本分の MOX 粉末を混合処理することがで

きる設計とする。脱硝④-5,22 

空気輸送に使用した廃ガスについては，焼結

金属フィルタを内蔵した固気分離器及び 3 段の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の

グローブボックス・セル換気系へ移送する。脱

硝④-16 

なお，更なる安全性向上の観点から，全濃度

安全形状寸法管理の機器からの移送経路を有す

る全濃度安全形状寸法管理を行わない機器であ

る凝縮廃液貯槽に対しても，万一の臨界事故の

発生に備え，可溶性中性子吸収材を供給するた

めの配管を設けるとともに，可溶性中性子吸収

材を配備する。他◇4  

ｃ．焙焼・還元系 

ウラン・プルトニウム混合脱硝系から受け入

れたウラン・プルトニウム混合脱硝粉体を焙焼

炉において空気雰囲気中で約 800℃で約２時間

他◇6 加熱処理し，空気輸送により還元炉へ移送

する。脱硝④-17 

還元炉では，窒素・水素混合ガス（窒素ガス

に対する水素ガスの混合比は約５ｖｏｌ％）

【他◇6 】雰囲気中で約 800℃で約２時間【他

◇6 】加熱処理し，ＭＯＸ粉末とした後，粉体系

へ重力により移送する。脱硝④-18 

 還元炉へは，還元ガス供給系で水素濃度を確

認した還元用窒素・水素混合ガスを供給する。

脱硝④-19 

 空気輸送に使用した廃ガスは，焼結金属フィ

ルタを内蔵した固気分離器，及び３段の高性能

粒子フィルタを経て，気体廃棄物の廃棄施設の

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の

グローブボックス・セル換気系へ移送する。脱

硝④-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．粉体系 

 焙焼・還元系から受け入れたＭＯＸ粉末は，

保管容器を充てん定位置に設置していることを

確認した後，粉砕機で粉砕しながら保管容器に

充てんする。脱硝④-21 

 充てん後，保管容器は，保管容器移動装置及

び保管昇降機で搬送し，ＭＯＸ粉末を空気輸送

により混合機へ移送するか，又は，保管ピット

に一時保管する。混合機では，保管容器最大４

本分のＭＯＸ粉末を混合処理する。脱硝④-22 

 

 空気輸送に使用した廃ガスは，焼結金属フィ

ルタを内蔵した固気分離器，及び３段の高性能

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脱硝④-4（P108から） 

 

 

脱硝④-4（P108から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脱硝④-31（P115から） 

 

 

 

脱硝④-32（P115から） 

 

 

 

 

 

脱硝④-5（P108から） 

 

 

 

 

 

脱硝④-5（P108から） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
高性能粒子フィルタを経て，気体廃棄物の廃棄

施設のウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気

設備のグローブボックス・セル換気系へ移送す

る設計とする。脱硝④-23 

混合した MOX 粉末は，粉末充てん機へ移送

し，製品貯蔵施設の粉末缶が充てん定位置に設

置していることを確認した後，秤量器で確認し

ながら充てんし，さらに別の秤量器を用いて計

量・確認する設計とする。脱硝④-6,24 

なお，充てんする MOX 粉末については，試料

採取し，原子核分裂生成物の含有率等を分析確

認することができる設計とする。脱硝④-25 

この MOX 粉末を充てんした粉末缶は，MOX 粉

末の質量を確認した後，粉末缶払出装置を用い

て製品貯蔵施設の混合酸化物貯蔵容器に収納

し，汚染の検査を行った後，フランジ構造のふ

たを取り付けて封入する設計とする。脱硝④-

7,26 

混合酸化物貯蔵容器は，充てん台車を用いて

搬送し，搬送台車を用いてウラン・プルトニウ

ム混合酸化物貯蔵設備の貯蔵容器台車に移載す

る設計とする。脱硝④-8,27 

 

2.5.2.5 還元ガス供給系 

還元ガス供給系は，還元炉に使用する還元用

窒素・水素混合ガスを製造し，還元炉へ供給す

る設計とする。還元用窒素・水素混合ガスは，

還元ガス供給槽にて，水素ガスを窒素ガスで希

釈・調整する設計とする。調整した還元用窒

素・水素混合ガスは，水素濃度を確認し，還元

ガス受槽を経て還元炉へ供給する設計とする。

脱硝④-9,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

粒子フィルタを経て，気体廃棄物の廃棄施設の

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の

グローブボックス・セル換気系へ移送する。脱

硝④-23 

 混合したＭＯＸ粉末は，粉末充てん機へ移送

し，製品貯蔵施設の粉末缶が充てん定位置に設

置していることを確認した後，秤量器で確認し

ながら充てんし，さらに別の秤量器を用いて計

量・確認する。脱硝④-24 

 なお，充てんするＭＯＸ粉末は，試料採取

し，原子核分裂生成物の含有率等を分析確認す

る。脱硝④-25 

 このＭＯＸ粉末を充てんした粉末缶は，ＭＯ

Ｘ粉末の質量を確認した後，粉末缶払出装置を

用いて製品貯蔵施設の混合酸化物貯蔵容器に収

納し，汚染の検査を行った後，フランジ構造の

ふたを取り付けて封入する。脱硝④-26 

 

 混合酸化物貯蔵容器は，充てん台車を用いて

搬送し，搬送台車を用いてウラン・プルトニウ

ム混合酸化物貯蔵設備の貯蔵容器台車に移載す

る。脱硝④-27 

 

ｅ．還元ガス供給系 

 還元ガス供給系では，還元炉に使用する還元

用窒素・水素混合ガスを製造し還元炉へ供給す

る。還元用窒素・水素混合ガスは，還元ガス供

給槽にて，水素濃度が約５ｖｏｌ％となるよう

に【他◇6 】水素ガスを窒素ガスで希釈・調整す

る。調整した還元用窒素・水素混合ガスは，水

素濃度を確認し，還元ガス受槽を経て還元炉へ

供給する。脱硝④-28 

(２) 主要設備 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の臨界安

全管理を要する機器は，形状寸法管理，濃度管

理，質量管理，同位体組成管理及び中性子吸収

材管理並びにこれらの組合せにより，単一ユニ

ットとして臨界を防止する設計とする。他◇27  
 また，各単一ユニットは，適切に配置するこ

とにより，複数ユニットとして臨界を防止する

設計とする。他◇27  
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の主要設

備の臨界安全管理表を第 4.6－４表(１)及び第

4.6－４表(２)に示す。他◇2  

 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の放射性

物質を内蔵する主要機器は，ステンレス鋼等を

用い，接液部は溶接構造等の設計とする。ま

た，放射性物質を含む溶液を内蔵する機器を収

納するセル及びグローブボックスの床には，漏

えい液受皿を設置し，漏えい検知装置を用いて

漏えいを検知する設計とし，漏えいした液体状

の放射性物質は，重力流等で一時貯槽等へ移送

 

 

 

 

 

 

 

 

脱硝④-6（P108から） 

 

 

 

 

 

 

 

脱硝④-7（P108から） 

 

 

 

 

脱硝④-8（P108から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脱硝④-9（P108から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 
「原子核分裂生成物の含有率等」とは MOX

粉末の製品分析に必要な分析項目である原

子核分裂生成物の含有率，ウラン及びプル

トニウム量等の総称として示した記載であるこ

とから許可の記載を用いた。 
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する設計とする。他◇28  
なお，硝酸プルトニウム貯槽等の高濃度の硝

酸プルトニウム溶液を多量に内蔵する機器を収

納するセルにおいて，万一漏えいが起きた場合

は，漏えいした硝酸プルトニウム溶液が沸騰す

るおそれがあるため，漏えい液検知装置を多重

化するとともに，漏えいした硝酸プルトニウム

溶液の移送のためのポンプは，非常用所内電源

系統に接続し，外部電源が喪失した場合でも移

送できる設計とする。さらに，ポンプは，漏え

いした硝酸プルトニウム溶液が沸騰に至らない

間に修理又は交換できる設計とする。他◇28  
 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備のプルト

ニウムを含む溶液を内蔵する機器は，セル又は

グローブボックスに収納する。プルトニウムを

含む粉末を内蔵する機器は，グローブボックス

に収納する。また，プルトニウムを含む溶液又

は粉末を移送する配管が，セル間，グローブボ

ックス間又はセルとグローブボックス間を接続

する場合は，二重配管とする。セル及びグロー

ブボックスは，気体廃棄物の廃棄施設のウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備のグロ

ーブボックス・セル換気系に接続し，負圧を維

持する設計とする。【他◇28 】グローブボックス

は，必要に応じて遮蔽を設ける設計とする。他

◇33  
 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備のプルト

ニウムを含む溶液を内蔵する機器は，気体廃棄

物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備に接続

し，原則として負圧を維持する設計とする。他

◇28  
 硝酸プルトニウム貯槽等の高濃度の硝酸プル

トニウム溶液を多量に内蔵する機器は，その他

再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空

気を適切に供給し，溶液の放射線分解により発

生する水素を可燃限界濃度未満に抑制する設計

とする。他◇29  
 また，硝酸プルトニウム貯槽等の高濃度の硝

酸プルトニウム溶液を多量に内蔵する機器は，

接地し，着火源を適切に排除する設計とする。

他◇29  
 硝酸プルトニウム貯槽等の高濃度の硝酸プル

トニウム溶液を多量に内蔵する機器は，その他

再処理設備の附属施設の安全冷却水系により冷

却水を適切に供給し，崩壊熱を除去する設計と

する。他◇28  
 安全上重要な施設の窒素・水素混合ガス供給

停止系は，動的機器の単一故障を仮定しても，

還元炉への窒素・水素混合ガスの供給停止が可

能なように弁を多重化する設計とする。他◇31  
ａ．硝酸プルトニウム貯槽 

 硝酸プルトニウム貯槽は，溶液の放射線分解
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により発生する水素を希釈するために，その他

再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空

気を適切に供給する設計とし，さらに，接地

し，着火源を適切に排除する設計とする。他◇29  
 また，硝酸プルトニウム貯槽は，硝酸プルト

ニウム溶液の崩壊熱を除去するため，独立した

２系列の冷却ジャケットを設置し，その他再処

理設備の附属施設の安全冷却水系により冷却水

を冷却ジャケットに適切に供給する設計とす

る。他◇28  
ｂ．混合槽 

 混合槽は，溶液の放射線分解により発生する

水素を希釈するために，その他再処理設備の附

属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給

する設計とし，さらに，接地し，着火源を適切

に排除する設計とする。他◇29  
 また，混合槽は，溶液の崩壊熱を除去するた

め，独立した２系列の冷却ジャケットを設置

し，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水

系により冷却水を冷却ジャケットに適切に供給

する設計とする。他◇28  
ｃ．一時貯槽 

 一時貯槽は，溶液の放射線分解により発生す

る水素を希釈するために，その他再処理設備の

附属施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供

給する設計とし，さらに，接地し，着火源を適

切に排除する設計とする。他◇29  
 また，一時貯槽は，溶液の崩壊熱を除去する

ため，独立した２系列の冷却ジャケットを設置

し，その他再処理設備の附属施設の安全冷却水

系により冷却水を冷却ジャケットに適切に供給

する設計とする。他◇28  
ｄ．脱硝装置 

 脱硝装置は，約７Ｌの【他◇6 】硝酸プルトニ

ウム溶液及び硝酸ウラニル溶液の混合溶液を脱

硝装置内の脱硝皿に給液し，マイクロ波を照射

して蒸発濃縮・脱硝する。脱硝④-29 

 脱硝の終了は，照度計及び赤外線温度計によ

り，ウラン・プルトニウム混合脱硝粉体の白熱

を検知してマイクロ波の照射を停止する設計と

する。脱硝④-30 

 また，脱硝装置は，気体廃棄物の廃棄施設の

塔槽類廃ガス処理設備に接続し，グローブボッ

クスから脱硝装置への空気の流れを確保する設

計とする。他◇28  
ｅ．焙焼炉 

 焙焼炉は，周囲に断熱材を使用することによ

りグローブボックスの温度上昇を防止する【他

◇29 】とともに，万一焙焼炉温度が 890℃を超え

た場合には，計測制御系統施設の計測制御設備

の焙焼炉加熱停止系により，焙焼炉のヒータ加

熱を自動的に停止する設計とする。他◇9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脱硝④-29（P110 へ） 

 

 

 

脱硝④-30（P110 へ） 
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 また，焙焼炉は，焼結金属フィルタを内蔵し

た炉廃ガスフィルタを介して，気体廃棄物の廃

棄施設の塔槽類廃ガス処理設備に接続し，炉の

廃ガスを処理する設計とする。脱硝④-31 
ｆ．還元炉 

 還元炉は，周囲に断熱材を使用することによ

りグローブボックスの温度上昇を防止する【他

◇29 】とともに，万一還元炉温度が 890℃を超え

た場合には，還元炉加熱停止系により，還元炉

のヒータ加熱を自動的に停止する設計とする。

他◇9  

 また，還元炉は，焼結金属フィルタを内蔵し

た炉廃ガスフィルタを介して，気体廃棄物の廃

棄施設の塔槽類廃ガス処理設備に接続し，炉の

廃ガスを処理する設計とする。脱硝④-32 

ｇ．充てん台車 

 充てん台車は，混合酸化物貯蔵容器１基を軌

道上において取り扱い，【他◇27 】混合酸化物貯

蔵容器が転倒し難い構造とするとともに，取り

扱い時の搬送を安全かつ確実に行うため，逸走

防止のインターロックを設ける設計とする。他

◇30  
ｈ．搬送台車 

 搬送台車は，混合酸化物貯蔵容器１基を軌道

上においてつり上げて取り扱い，【他◇27 】混合

酸化物貯蔵容器の落下を防止するため，つりチ

ェインの二重化を施すとともに，電源喪失時に

もつり荷を保持するフェイルセイフ機構を有す

る設計とする。他◇30  
 また，運転を安全かつ確実に行うため，混合

酸化物貯蔵容器のつかみ不良時のつり上げ防止

及び逸走防止のインターロックを設ける設計と

する。他◇30  
ｉ．還元ガス受槽 

 還元ガス受槽では，還元炉へ供給する還元用

窒素・水素混合ガス中の水素濃度を測定し，還

元用窒素・水素混合ガスが空気とのいかなる混

合比においても可燃限界濃度未満となるように

する。【他◇29 】このため，万一水素濃度が 6.0

ｖｏｌ％を超える場合には，還元炉への還元用

窒素・水素混合ガスの供給を自動的に停止する

窒素・水素混合ガス供給停止系を設ける設計と

する。他◇9  

4.6.3.5  試験・検査 

 安全上重要な施設の窒素・水素混合ガス供給

停止系は，還元ガス受槽水素濃度高による還元

ガス供給停止回路からの信号による，定期的な

試験及び検査を実施する。他◇32  
 硝酸プルトニウム貯槽等の機器は，据付け検

査，外観検査等の品質保証活動のもとに据付け

を行う。他◇5  
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4.6.3.6  評  価 

(１) 臨界安全 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の臨界安

全管理を要する機器は，技術的に見て想定され

るいかなる場合にも第 4.6－４表の臨界安全管

理表に示す形状寸法管理，濃度管理，質量管

理，同位体組成管理及び中性子吸収材管理並び

にこれらの組合せにより，単一ユニットとして

臨界を防止できる。他◇27  
 また，各単一ユニットは，適切に配置する設

計とするので，複数ユニットとして臨界を防止

できる。他◇27  
(２) 落下防止 

 搬送台車等の搬送機器は，混合酸化物貯蔵容

器取扱い時の落下及び転倒し難い構造とすると

ともに，つりチェインの二重化，電源喪失時に

おけるつり荷の保持機構及び逸走防止のインタ

ーロックを設ける設計とするので，移送物の落

下及び転倒を防止できる。他◇30  
(３) 閉じ込め 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の放射性

物質を内蔵する主要機器は，ステンレス鋼等の

腐食し難い材料を用い，かつ，接液部は溶接構

造等で漏えいし難い設計とし，さらに，気体廃

棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備で原則

として負圧を維持する設計とするので，閉じ込

め機能を確保できる。また，これらの機器を収

納するセル又はグローブボックスの床には漏え

い検知装置を備えた漏えい液受皿を設置し，漏

えいした液体状の放射性物質を一時貯槽等へ移

送する設計とするので，万一の液体状の放射性

物質の漏えいを想定しても，その拡大を防止で

きる。他◇28  
 さらに，セル及びグローブボックスは，気体

廃棄物の廃棄施設のウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋換気設備のグローブボックス・セル換

気系で負圧を維持する設計とするので，閉じ込

め機能を確保できる。他◇28  
 プルトニウムを含む粉体を内蔵する機器は，

グローブボックスに収納する設計とするので，

閉じ込め機能を確保できる。他◇28  
(４) 火災及び爆発の防止 

 硝酸プルトニウム貯槽等の高濃度の硝酸プル

トニウム溶液を多量に内蔵する機器は，その他

再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空

気を適切に供給し，溶液の放射線分解により発

生する水素を可燃限界濃度未満に抑制する設計

とし，さらに，機器を接地し，着火源を適切に

排除する設計とするので，爆発を防止できる。

他◇29  
 また，還元炉に使用する還元用ガスについて

は，水素ガスを窒素ガスで希釈して水素濃度を
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(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

(ａ) ウラン脱硝設備 

   濃縮缶    １基 

      材料 ステンレス鋼他□2  

 

脱硝塔    ２基（１基／系列） 

      種類 流動層式 

材料 ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0ｖｏｌ％以下に抑制する設計とするので，

万一空気と混合しても爆発を防止できる。他◇29  
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備のグロー

ブボックスは，可能な限り不燃性材料又は難燃

性材料を使用する設計とするので，火災の発生

を防止できる。閉じ込め部材であるパネルに可

燃性材料を使用する場合においても，放射性物

質を内蔵する機器は不燃性材料で構成されてい

るため，火災によるパネルの損傷を考慮しても

収納する機器の閉じ込め機能を確保できる。他

◇29  
(５) 崩壊熱除去 

 硝酸プルトニウム貯槽等の高濃度の硝酸プル

トニウムを多量に内蔵する機器は，その他再処

理設備の附属施設の安全冷却水系により冷却水

を冷却ジャケットに適切に供給する設計とする

ので，崩壊熱を除去できる。他◇28  
(６) 単一故障 

 安全上重要な施設の窒素・水素混合ガス供給

停止系は，弁を多重化する設計とするので，動

的機器の単一故障を仮定しても，還元炉への窒

素・水素混合ガスの供給を停止できる。他◇31  
(７) 外部電源喪失 

 安全上重要な施設の硝酸プルトニウム貯槽セ

ル等の漏えい液移送ポンプは，非常用所内電源

系統に接続する設計とするので，外部電源喪失

時に万一の液体状の放射性物質の漏えいを想定

しても，その拡大を防止できる。他◇10  
(８) 試験及び検査 

 安全上重要な施設の窒素・水素混合ガス供給

停止系は，その運転停止時に試験及び検査をす

る設計とするので，安全機能を損なうことなく

試験及び検査ができる。他◇32  
 

第 4.6－１表 ウラン脱硝設備の主要設備の仕

様 

(１) 受入れ系 

ａ．硝酸ウラニル貯槽 

    種類   たて置円筒形 

    基数   ２ 

    容量   約 50ｍ３／基 

    主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(２) 蒸発濃縮系 

ａ．硝酸ウラニル供給槽 

    種類   たて置円筒形 

    基数   １ 

    容量   約２ｍ３  

    主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

ｂ．濃縮缶   

    種類   熱サイホン式 
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    基数   １ 

    処理容量 約 0.5ｍ３／ｈ 

    容量   約 0.7ｍ３ 

    主要材料 ステンレス鋼他◇11  
(３) ウラン脱硝系 

 ａ．濃縮液受槽 

    種類   たて置円筒形 

    基数   １ 

    容量   約２ｍ３  

    主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

 ｂ．脱硝塔   

    種類   流動層式（焼結金属製フィ

ルタ付）  

    基数   ２（１基／系列×２ 

系列） 

    容量   約 100ｋｇ・Ｕ／ｈ 

／基 

     主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

 ｃ．シール槽 

    種類   たて置円筒形 

    基数   ２（１基／系列×２ 

系列） 

    容量   約 250ｋｇ・Ｕ／基 

    主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

 ｄ．ＵＯ３受槽 

    種類   たて置円筒形 

    基数   ２（１基／系列×２系列） 

    容量   約 500ｋｇ・Ｕ／基 

    主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

 ｅ．規格外製品受槽 

    種類   たて置円筒形 

    基数   ２（１基／系列×２系列） 

    容量   約 150ｋｇ・Ｕ／基 

    主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

 ｆ．規格外製品容器 

    種類   たて置円筒形 

    基数   ２（１基／系列×２系列） 

    容量   約 150ｋｇ・Ｕ／基 

    主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

 ｇ．ＵＯ３溶解槽 

    種類   二槽連結形 

    基数   １ 

    容量   約 400Ｌ 

    主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

 ｈ．充てん台車 
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(ｂ) ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 

   硝酸ウラニル貯槽 １基 

      材料 ステンレス鋼 

      容量 約２ｍ３他□2  

 

   硝酸プルトニウム貯槽 １基 

      材料 ステンレス鋼 

      容量 約１ｍ３他□2  

    

混合槽    ２基 

      材料 ステンレス鋼 

      容量 約１ｍ３／基他□2  

 

   一時貯槽  １基 

      材料 ステンレス鋼 

       容量 約１ｍ３他□2  
 

脱硝装置  ２基（１基／系列） 

      種類 マイクロ波加熱方式 

      材料 ステンレス鋼他□2  

 

   焙焼炉    ２基（１基／系列） 

    種類   床面軌道走行形 

    台数   ２（１台／系列×２系列） 

    容量   ウラン酸化物貯蔵容器１本

／台他◇11  
 ｉ．貯蔵容器クレーン 

    種類   天井走行形 

    台数   １ 

    容量   ウラン酸化物貯蔵容器１本 

他◇11  
 

第 4.6－２表 ウラン脱硝設備の主要設備 

の臨界安全管理表他◇2  

 

第 4.6－３表 ウラン・プルトニウム混合脱硝

設備の主要設備の仕様 

(１) 溶液系   

 ａ．硝酸ウラニル貯槽 

    種類   たて置円筒形 

    基数   １ 

    容量   約２ｍ３  

    主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

 ｂ．硝酸プルトニウム貯槽 

    種類   環状形 

    基数   １ 

    容量   約１ｍ３  

    主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

 ｃ．混合槽   

    種類   環状形 

    基数   ２ 

    容量   約１ｍ３／基 

    主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

 ｄ．一時貯槽 
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      材料 ニッケル基合金他□2  

 

    還元炉     ２基（１基／系列） 

      材料 ニッケル基合金他□2  

   混合機   １基 

      材料 ステンレス鋼他□2  

 

   粉末充てん機 １基 

材料 ステンレス鋼他□2  

 

 

    種類   環状形 

    基数   １ 

    容量   約１ｍ３  

    主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 ｅ．定量ポット 

    種類   たて置円筒形 

    基数   ４（２基／系列×２系列） 

    容量   約７Ｌ／基 

    主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(２) ウラン・プルトニウム混合脱硝系 

 ａ．中間ポット 

    種類   たて置円筒形 

    基数   ２（１基／系列×２系列） 

    容量   約７Ｌ／基 

    主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

 ｂ．脱硝装置 

    種類   マイクロ波加熱方式 

    基数   ２（１基／系列×２系列） 

    容量   約 20ｋＷ／基 

    主要材料 ステンレス鋼 

    附属品   脱硝皿他◇11  
 

 ｃ．脱硝皿取扱装置 

    種類   機械搬送方式 

    基数   ２（１基／系列×２系列） 

    容量   脱硝皿５皿／基他◇11  
 

 ｄ．凝縮廃液ろ過器 

    種類   たて置円筒形（焼結金属製

フィルタ付） 

    基数   ２（１基／系列×２系列） 

    容量   約７Ｌ／基 

    主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

 ｅ．凝縮廃液受槽 

    種類   環状形 

    基数   ２ 

    容量   約 0.5ｍ３／基 

    主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

 ｆ．凝縮廃液貯槽 

    種類   横置円筒形 

    基数   ２ 

    容量   約４ｍ３／基 

    主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

 ｇ．固気分離器 

    種類   サイクロン方式（焼結金属

製フィルタ付） 

    容量   約５ｋｇ・（Ｕ＋Ｐｕ）／
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ｈ 

    主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

 

(３) 焙焼・還元系 

 ａ．焙焼炉   

    種類   ロータリキルン方式 

    基数   ２（１基／系列×２系列） 

    主要材料 ニッケル基合金（ハステロ

イＸ） 

    附属品  粉末ホッパ他◇11  
 

 ｂ．還元炉   

    種類   ロータリキルン方式 

    基数   ２（１基／系列×２系列） 

    主要材料 ニッケル基合金（ハステロ

イＸ） 

    附属品   粉末ホッパ他◇11  
 

 ｃ．固気分離器 

    種類   サイクロン方式（焼結金属

製フィルタ付） 

    容量    約 24ｋｇ・（Ｕ＋Ｐｕ）／

ｈ 

    主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

(４) 粉体系   

 ａ．粉砕機   

    種類   たて置円筒形内部揺動方式 

    基数   ２（１基／系列×２系列） 

    主要材料 ステンレス鋼 

    附属品   粉末ホッパ他◇11  
 

 ｂ．保管容器 

    種類   たて置円筒形 

    缶数   ８本（４本／系列×２ 

系列） 

    容量   約 18ｋｇ・（Ｕ＋Ｐｕ）／

本 

    主要材料 アルミニウム合金他◇11  
 

 ｃ．保管ピット 

    種類   たて置方式 

    基数   ２（１基／系列×２系列） 

    容量   保管容器３本／基他◇11  
 

 ｄ．保管容器移動装置 

    種類   機械搬送方式 

    基数   ２（１基／系列×２系列） 

    容量   保管容器１本／基他◇11  
 

 ｅ．保管昇降機 
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    種類   軌道走行形 

    基数   ２（１基／系列×２系列） 

    容量   保管容器１本／基他◇11  
 

 ｆ．固気分離器 

    種類   サイクロン方式（焼結金属

製フィルタ付） 

    容量   約 24ｋｇ・（Ｕ＋Ｐｕ）／

ｈ 

    主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

 ｇ．混合機   

    種類   たて置平板形内部かくはん 

翼付き 

    基数   １ 

    主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

 ｈ．粉末充てん機 

    種類   たて置円筒形 

    容量   約 12ｋｇ・（Ｕ＋Ｐｕ） 

    基数   １ 

    主要材料 ステンレス鋼他◇11  
 

 ｉ．粉末缶払出装置 

    種類   機械搬送方式 

    基数   １ 

    容量   粉末缶１缶他◇11  
 

 ｊ．充てん台車 

    種類   床面軌道走行形 

    台数   ２ 

    容量   混合酸化物貯蔵容器１本／ 

台他◇11  
 

 ｋ．搬送台車 

    種類   軌道走行形 

    台数   １ 

    容量   混合酸化物貯蔵容器１本 

他◇11  
 

(５) 還元ガス供給系 

 ａ．還元ガス供給槽 

    種類   たて置円筒形 

    基数   １ 

    容量   約 0.5ｍ３他◇11  

 

 ｂ．還元ガス受槽 

    種類   たて置円筒形 

    基数   １ 

    容量   約 0.2ｍ他◇11  
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第4.6－４表(1) ウラン・プルトニウム混合脱

硝設備の主要設備の臨界安全管理表他◇2  

 

第4.6－４表(2) ウラン・プルトニウム混合脱

硝設備の主要設備の臨界安全管理表他◇2  
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2.6 酸及び溶媒の回収施設 

酸及び溶媒の回収施設の設計に係る共通的な

設計方針については，第 1章 共通項目の「3. 

自然現象等」，「4. 閉じ込めの機能」，「5. 

火災等による損傷の防止」，「6. 再処理施設

内における溢水による損傷の防止」，「7. 再

処理施設内における化学薬品の漏えいによる損

傷の防止」及び「9.設備に対する要求」に基づ

くものとする。 

 

 

 

 

 

酸及び溶媒の回収施設は，酸回収設備1系列

及び溶媒回収設備1系列で構成し，分離建屋及

び精製建屋にそれぞれ収納する設計とする。 

酸溶① 

 

 

 

 

 

 

酸及び溶媒の回収施設で回収した硝酸及び有

機溶媒は，可能な限り再処理施設で再利用する

設計とする。酸溶② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(６) 酸及び溶媒の回収施設 

(ⅰ) 構  造 

酸及び溶媒の回収施設は，酸回収設備１系列

及び溶媒回収設備１系列で構成し，分離建屋及

び精製建屋にそれぞれ収納する。酸溶① 

 

 

 

分離建屋の主要構造は「(３) 分離施設 (ⅰ) 構

造」に示す。また，精製建屋の主要構造は「(４) 

精製施設 (ⅰ) 構造」に示す。他□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酸回収設備は，第１酸回収系及び第２酸回収

系で構成する。酸溶③-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１酸回収系は，液体廃棄物の廃棄施設等か

ら発生する使用済硝酸を蒸留精製して回収し，

溶解施設，分離施設等に移送して再利用する設

4.7  酸及び溶媒の回収施設 

4.7.1  概  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酸及び溶媒の回収施設は，再処理施設で発生

する使用済みの硝酸を回収する酸回収設備，並

びに分離施設及び精製施設から発生する使用済

みの有機溶媒を回収する溶媒回収設備で構成す

る。他◇1  

 

 

 

 

 

酸及び溶媒の回収施設で回収した硝酸及び有

機溶媒は，可能な限り再処理施設で再利用す

る。酸溶② 

 

 

 

 

4.7.2  酸回収設備 

4.7.2.1  概  要 

酸回収設備は，第１酸回収系及び第２酸回収

系で構成する。他◇1  

 

第１酸回収系は，液体廃棄物の廃棄施設の高

レベル廃液濃縮設備の高レベル廃液濃縮系等で

発生する使用済みの硝酸から硝酸を回収する設

備である。他◇1  

 

第２酸回収系は，精製施設，脱硝施設等で発

生する使用済みの硝酸から硝酸を回収する設備

である。他◇1  

酸回収設備系統概要図を第 4.7－１図に示

す。他◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酸溶③-1(P126 へ) 
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備である。酸溶③-2 

 

第２酸回収系は，精製施設，脱硝施設等から

発生する使用済硝酸を蒸留精製して回収し，分

離施設，精製施設等に移送して再利用する設備

である。酸溶③-3 

 

溶媒回収設備は，溶媒再生系及び溶媒処理系

で構成する。酸溶④-1   

 

溶媒回収設備は，分離施設及び精製施設から

発生する使用済有機溶媒を洗浄及び蒸留で精製

して回収し，分離施設及び精製施設に移送して

再利用する設備である。酸溶④-2 

 

酸回収設備系統概要図を第 18 図に，溶媒回

収設備系統概要図を第 19 図に示す。他□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.2.2  設計方針 

(１) 閉じ込め 

酸回収設備の放射性物質を内蔵する機器

は，腐食し難い材料を使用し，かつ，漏えいし

難い構造とするとともに，万一液体状の放射性

物質が漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止

し安全に処置できる設計とする。他◇28  
 

また，気体廃棄物の廃棄施設により負圧に維

持することにより閉じ込め機能を確保できる設

計とする。他◇28  
 

(２) 火災及び爆発の防止 

第２酸回収系の蒸発缶は，ＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応を適切に防止できる設計とす

る。他◇29  
 

(３) 単一故障 

安全上重要な施設の第２酸回収系の蒸発缶の

加熱蒸気停止系は，それらを構成する動的機器

の単一故障を仮定しても安全機能が確保できる

設計とする。他◇31  
 

 

 

 

 

 

(４) 試験及び検査 

安全上重要な施設の第２酸回収系の蒸発缶の

酸溶③-2(P126 へ) 

 

 

 

 

酸溶③-3(P127 へ) 

 

 

酸溶④-1(P132 へ) 

 

 

 

 

酸溶④-2(P132 へ) 
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2.6.1 酸回収設備 

酸回収設備は，第1酸回収系及び第2酸回収系

で構成する設計とする。酸溶③-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1.1 第 1 酸回収系 

第1酸回収系は，液体廃棄物の廃棄施設等か

ら発生する使用済硝酸を蒸留精製して回収し，

溶解施設，分離施設等に移送して再利用する設

計とする。酸溶③-2 

 

第1酸回収系は，分離施設の分離建屋一時貯

留処理設備の第1一時貯留処理槽等から相分離

槽に受け入れた洗浄廃液及び気体廃棄物の廃棄

施設の分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の廃ガス

洗浄塔等から低レベル無塩廃液受槽に受け入れ

た洗浄廃液並びに液体廃棄物の廃棄施設の高レ

ベル廃液濃縮缶等から発生した使用済硝酸を第

1供給槽又は第2供給槽に受け入れた後，蒸発缶

に供給する設計とする。蒸発缶は，減圧下で使

用済硝酸を蒸発させ，蒸気は精留塔に送る設

計とする。精留塔は，減圧下で硝酸と水を分離

し回収する設計とする。酸溶③-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加熱蒸気停止系は，運転停止時に試験及び検査

ができる設計とする。他◇32  
 

 

4.7.2.3  主要設備の仕様 

酸回収設備の主要設備の仕様を第 4.7－１表

に示す。他◇2  

 

なお，蒸発缶（熱サイホン式）概要図を第

4.7－２図に示す。他◇2  

 

4.7.2.4 系統構成及び主要設備 

酸回収設備は，１系列で構成する。他◇1  

 

 

 

 

酸回収設備の最大回収能力は，分離施設等が

4.8ｔ・ＵＰｒ／ｄ処理した時に発生する使用済

みの硝酸から硝酸を回収できる能力である。 

他◇6  

 

 

なお，酸回収設備で回収する硝酸の濃度は，

約 11ｍｏｌ／Ｌである。他◇6  

 

 

(１) 系統構成 

ａ．第１酸回収系 

 

 

 

 

 

第１酸回収系は，分離施設の分離建屋一時貯

留処理設備の第１一時貯留処理槽等から相分離

槽に受け入れた洗浄廃液及び気体廃棄物の廃棄

施設の分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の廃ガス

洗浄塔等から低レベル無塩廃液受槽に受け入れ

た洗浄廃液並びに液体廃棄物の廃棄施設の高レ

ベル廃液濃縮缶等から発生した使用済硝酸を第

１供給槽又は第２供給槽に受け入れた後，約4.3

ｍ３／ｈの流量で【他◇6 】蒸発缶に供給する。蒸

発缶では，減圧下で使用済硝酸を蒸発させ，

蒸気は精留塔に送る。精留塔では，減圧下で

硝酸と水を分離し回収する。酸溶③-4 

 

 

 

蒸発缶の濃縮液は，硝酸濃度が約９ｍｏｌ／

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酸溶③-1(P124 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酸溶③-2(P125 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

2.6.1 においては「等」が繰り返し用いられるが，酸

及び溶媒の回収施設に係る溶液の移送経路は

多数存在するため，許可のとおりに主要なものを

示す。 
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蒸発缶の濃縮液については，スチームジェッ

トポンプで分離施設の分離設備の抽出廃液供給

槽に移送した後，液体廃棄物の廃棄施設の高レ

ベル廃液濃縮設備へ移送する設計とする。酸溶

③-5 

 

回収した硝酸については，回収硝酸受槽を経

てポンプで溶解施設，分離施設等へ移送して再

利用する設計とする。酸溶③-6 

 

 

精留塔の濃縮液については，第1供給槽又は

第2供給槽へ移送し，再度蒸発缶に供給する設

計とする。酸溶③-7 

 

 

回収した水については，ポンプで液体廃棄物

の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第2低レ

ベル廃液受槽へ移送し，一部は，液体廃棄物の

廃棄施設の高レベル廃液濃縮設備の高レベル廃

液濃縮缶で再利用する設計とする。酸溶③-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1酸回収系の蒸発缶は，運転温度を低くして腐

食し難い環境とするため，減圧条件下で使用済

硝酸を蒸発させる設計とする。酸溶③-9 

 

第1酸回収系の精留塔は，運転温度を低くして腐

食し難い環境とするため，減圧条件下で硝酸と

水を回収する設計とする。酸溶③-10 

 

 

2.6.1.2 第 2 酸回収系 

 

第 2 酸回収系は，精製施設，脱硝施設等から

発生する使用済硝酸を蒸留精製して回収し，分

離施設，精製施設等に移送して再利用する設計

とする。酸溶③-3 

 

 

 

 

第2酸回収系は，精製施設のウラン精製設備

の抽出廃液TBP洗浄器からの抽出廃液を油水分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｌであり，【他◇6 】スチームジェットポンプで

分離施設の分離設備の抽出廃液供給槽に移送し

た後，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃

縮設備へ移送する。酸溶③-5 

 

回収した硝酸は，回収硝酸受槽を経てポンプ

で溶解施設，分離施設等へ移送して再利用す

る。酸溶③-6 

 

 

精留塔の濃縮液は，硝酸濃度が約 13ｍｏｌ／

Ｌであり，【他◇6 】第１供給槽又は第２供給槽

へ移送し，再度蒸発缶に供給する。酸溶③-7 

 

 

回収した水は，ポンプで液体廃棄物の廃棄施

設の低レベル廃液処理設備の第２低レベル廃液

受槽へ移送し，一部は，液体廃棄物の廃棄施設

の高レベル廃液濃縮設備の高レベル廃液濃縮缶

で再利用する。酸溶③-8 

 

なお，更なる安全性向上の観点から，全濃度

安全形状寸法管理の機器からの移送経路を有す

る全濃度安全形状寸法管理を行わない機器であ

る相分離槽及び低レベル無塩廃液受槽に対して

も，万一の臨界事故の発生に備え，可溶性中性

子吸収材を供給するための配管を設けるととも

に，可溶性中性子吸収材を配備する。他  ◇4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．第２酸回収系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２酸回収系は，精製施設のウラン精製設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酸溶③-9(P129 から) 

 

 

 

酸溶③-10(P129 から) 

 

 

 

 

 

 

 

酸溶③-3(P125 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1281



別紙 1-2① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十六条（安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））（128/169） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
離槽に受け入れ，有機溶媒を分離した後，供給

液受槽を経由して供給槽へ移送するとともに，

精製施設のプルトニウム精製設備の抽出廃液中

間貯槽からの抽出廃液等の使用済硝酸について

は供給液受槽を経由して供給槽に受け入れる設

計とする。また，脱硝施設のウラン脱硝設備の

脱硝塔の脱硝廃ガスの凝縮液等の使用済硝酸を

低レベル無塩廃液受槽及び供給液受槽を経由し

て，供給槽に受け入れる設計とする。酸溶③-

11 

 

供給槽から使用済硝酸を蒸発缶に供給する設計

とする。蒸発缶は，減圧下で使用済硝酸を蒸発

させ，蒸気は精留塔に送る設計とする。精留塔

は，減圧下で硝酸と水を分離し回収する設計と

する。酸溶③-12 

 

蒸発缶の濃縮液については，スチームジェッ

トポンプで分離施設の分離設備の抽出廃液供給

槽へ移送した後，液体廃棄物の廃棄施設の高レ

ベル廃液濃縮設備へ移送する設計とする。酸溶

③-13 

 

回収した硝酸については，回収硝酸受槽を経

てポンプで分離施設，精製施設等へ移送して再

利用するか又はポンプで液体廃棄物の廃棄施設

の低レベル廃液処理設備の第1低レベル第1廃液

受槽等へ移送する設計とする。酸溶③-14 

 

精留塔の濃縮液については，供給槽へ移送

し，再度蒸発缶に供給する設計とする。酸溶③

-15 

 

回収した水については，ポンプで液体廃棄物

の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第2低レ

ベル廃液受槽へ移送する設計とする。酸溶③-

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2酸回収系の蒸発缶は，運転温度を低くして腐

食し難い環境とするため，減圧条件下で使用済

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の抽出廃液ＴＢＰ洗浄器からの抽出廃液を油水

分離槽に受け入れ，有機溶媒を分離した後，供

給液受槽を経由して供給槽へ移送するととも

に，精製施設のプルトニウム精製設備の抽出廃

液中間貯槽からの抽出廃液等の使用済硝酸は供

給液受槽を経由して供給槽に受け入れる。ま

た，脱硝施設のウラン脱硝設備の脱硝塔の脱硝

廃ガスの凝縮液等の使用済硝酸を低レベル無塩

廃液受槽及び供給液受槽を経由して，供給槽に

受け入れる。酸溶③-11 

 

供給槽から使用済硝酸を約3.5ｍ３／ｈの流量

で【他◇6 】蒸発缶に供給する。蒸発缶では，減

圧下で使用済硝酸を蒸発させ，蒸気は精留塔に

送る。精留塔では，減圧下で硝酸と水を分離し

回収する。酸溶③-12 

 

蒸発缶の濃縮液は，硝酸濃度が約９ｍｏｌ／

Ｌであり，【他◇6 】スチームジェットポンプで

分離施設の分離設備の抽出廃液供給槽へ移送し

た後，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃

縮設備へ移送する。酸溶③-13 

 

回収した硝酸は，回収硝酸受槽を経てポンプ

で分離施設，精製施設等へ移送して再利用する

か，又は，ポンプで液体廃棄物の廃棄施設の低

レベル廃液処理設備の第１低レベル第１廃液受

槽等へ移送する。酸溶③-14 

 

精留塔の濃縮液は，硝酸濃度が約 13ｍｏｌ／

Ｌであり，【他◇6 】供給槽へ移送し，再度蒸発

缶に供給する。酸溶③-15 

 

回収した水は，ポンプで液体廃棄物の廃棄施

設の低レベル廃液処理設備の第２低レベル廃液

受槽へ移送する。酸溶③-16 

 

なお，更なる安全性向上の観点から，全濃度

安全形状寸法管理の機器からの移送経路を有す

る全濃度安全形状寸法管理を行わない機器であ

る供給液受槽及び低レベル無塩廃液受槽に対し

ても，万一の臨界事故の発生に備え，可溶性中

性子吸収材を供給するための配管を設けるとと

もに，可溶性中性子吸収材を配備する。他  ◇4 
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硝酸を蒸発させる設計とする。酸溶③-17 

 

第2酸回収系の精留塔は，運転温度を低くして腐

食し難い環境とするため，減圧条件下で硝酸と水

を回収する設計とする。酸溶③-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 主要設備 

酸回収設備の主要機器は，ステンレス鋼を用

い，接液部は溶接構造等の設計とする。他◇28  
また，万一液体状の放射性物質が漏えいした

場合に備えて，機器を収納するセルの床には，

漏えい液受け皿を設置し，漏えい検知装置を用

いて漏えいを検知する設計とし，漏えいした液

体状の放射性物質は，供給槽等へ移送する設計

とする。他◇28  
酸回収設備の主要機器は，気体廃棄物の廃棄

施設の塔槽類廃ガス処理設備に接続し，負圧を

維持する設計とする他◇28  
また，酸回収設備の主要機器は，接地し，着

火源を適切に排除する設計とする。他◇29  
安全上重要な施設の第２酸回収系の蒸発缶の

加熱蒸気停止系は，それらを構成する動的機器

の単一故障を仮定しても火災及び爆発の防止を

確保するように，弁を多様化する設計とする。

他◇31  
 

ａ．第１酸回収系 

(ａ) 蒸発缶 

蒸発缶は，運転温度を低くして腐食し難い環境

とするため，約16ｋＰａ[ａｂｓ]の【他◇6 】減

圧条件下で使用済硝酸を蒸発させる設計とす

る。酸溶③-9 

蒸発缶の加熱部に供給する約130℃の加熱蒸

気の温度は，加熱蒸気の圧力により制御し，温

度高により警報を発するとともに，蒸気発生器

に供給する一次蒸気を自動的に遮断する設計と

する。他◇8 
また，蒸発缶の加熱部の加熱蒸気の圧力及

び気液分離部の液位を制御，監視し，圧力高

又は液位低により警報を発する設計とし，気液

分離部の液位低により自動的に加熱蒸気を遮断

する設計とする。さらに，濃縮液の密度を監視

する設計とする。他◇8 
 

(ｂ) 精留塔 

精留塔は，運転温度を低くして腐食し難い環境

とするため，約９ｋＰａ [ａｂｓ]の【他◇6 】減

圧条件下で硝酸と水を回収する設計とする。酸

溶③-10 

 

精留塔の加熱部に供給する約130℃の加熱蒸

酸溶③-17(P130 から) 

 

 

 

酸溶③-18(P130 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酸溶③-9(P127 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酸溶③-10(P127 へ) 
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気の温度は，加熱蒸気の圧力により制御し，温

度高により警報を発するとともに，蒸気発生器

に供給する一次蒸気を自動的に遮断する設計と

する。他◇8 
また，精留塔の圧力及び液位を制御，監視

し，圧力高又は液位低により警報を発するとと

もに，自動的に加熱蒸気を遮断する設計とす

る。他◇8 
 

ｂ．第２酸回収系 

(ａ) 油水分離槽 

油水分離槽は，蒸発缶でのＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応を防止するため，ＴＢＰの混入

防止対策として精製施設のウラン精製設備の抽

出廃液から有機溶媒を分離する堰を槽の内部に

設け，供給槽へは水相のみを移送する設計とす

る。他◇29  
 

(ｂ) 蒸発缶 

蒸発缶は，運転温度を低くして腐食し難い環境

とするため，約16ｋＰａ[ａｂｓ]の【他◇6 】減

圧条件下で使用済硝酸を蒸発させる設計とす

る。酸溶③-17 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止する

ため，蒸発缶の加熱部に供給する約130℃の加

熱蒸気の温度は，加熱蒸気の圧力によって制御

し，温度計によって監視し，温度高により警報

を発するとともに，加熱蒸気の温度が135℃を

超えないために，蒸気発生器に供給する一次蒸

気及び加熱部に供給する加熱蒸気の供給を自動

的に遮断する加熱蒸気停止系を設ける設計とす

る。他◇29  
また，蒸発缶の加熱部の加熱蒸気の圧力及

び気液分離部の液位を制御，監視し，圧力高

又は液位低により警報を発する設計とし，気液

分離部の液位低により自動的に加熱蒸気を遮断

する設計とする。さらに，濃縮液の密度を監視

する設計とする。他◇29  
 

(ｃ) 精留塔 

精留塔は，運転温度を低くして腐食し難い環境

とするため，約９ｋＰａ[ａｂｓ]の【他◇6 】減圧

条件下で硝酸と水を回収する設計とする。酸溶③

-18 

精留塔の加熱部に供給する約130℃の加熱蒸

気の温度は，加熱蒸気の圧力によって制御し，

温度計によって監視し，温度高により警報を発

するとともに，蒸気発生器に供給する一次蒸気

及び加熱部に供給する加熱蒸気の供給を自動的

に遮断する設計とする。他◇8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酸溶③-17(P129 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酸溶③-18(P129 へ) 
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2.6.2 溶媒回収設備 

溶媒回収設備は，溶媒再生系及び溶媒処理系

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，精留塔の精留部の圧力及び液位を制

御，監視し，圧力高又は液位低により警報を発

するとともに，自動的に加熱蒸気を遮断する設

計とする。他◇8 
 

4.7.2.5  試験・検査 

安全上重要な施設の第２酸回収系の蒸発缶の

加熱蒸気停止系は，加熱停止回路からの信号に

よる定期的な試験及び検査を実施する。他◇32  
 

蒸発缶等の機器は，据付け検査，外観検査等

の品質保証活動のもとに据付けを行う。他◇5  

 

4.7.2.6  評  価 

(１) 閉じ込め 

酸回収設備の放射性物質を内蔵する機器は，

腐食し難いステンレス鋼を用い，かつ，接液部

は溶接構造等で漏えいし難い設計とし，さら

に，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理

設備により負圧を維持する設計とするので，閉

じ込め機能を確保できる。また，蒸発缶は，減

圧下で蒸発操作する設計とするので運転温度を

低くでき腐食し難い環境を維持できる。他◇28  
酸回収設備の主要機器を収納するセルの床に

は，漏えい液受皿を設置し，漏えい検知装置を

用いて漏えいを検知する設計とし，漏えいした

液体状の放射性物質を供給槽等に移送する設計

とするので，万一の液体状の放射性物質の漏え

いを想定しても，その拡大を防止できる。他◇28  
(２) 火災及び爆発の防止 

第２酸回収系の蒸発缶は，蒸発缶の加熱蒸気

温度を 135℃以下に制限する設計とするので，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を防止でき

る。他◇29  
(３) 単一故障 

安全上重要な施設の第２酸回収系の蒸発缶の

加熱蒸気停止系は，それらを構成する動的機器

を多様化しているので単一故障を仮定しても火

災及び爆発の防止を確保できる。他◇31  
(４) 試験及び検査 

安全上重要な施設の第２酸回収系の蒸発缶の

加熱蒸気停止系は，運転停止時に試験及び検査

をする設計とするので安全機能を損なうことな

く試験及び検査ができる。他◇32  
 

 

 

4.7.3  溶媒回収設備 

4.7.3.1  概  要 
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で構成する設計とする。酸溶④-1,④-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溶媒回収設備は，分離施設及び精製施設から

発生する使用済有機溶媒を洗浄及び蒸留で精製

して回収し，分離施設及び精製施設に移送して

再利用する設計とする。酸溶④-2 

 

 

 

 

 

 

なお，溶媒回収設備で回収する有機溶媒の種

類は，n-ドデカン並びに TBP 及び n-ドデカンの

混合物である。酸溶④-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溶媒回収設備は，溶媒再生系及び溶媒処理系

で構成する。酸溶④-3 

 

溶媒再生系は，分離施設及び精製施設から発

生する使用済みの有機溶媒を炭酸ナトリウム，

硝酸等で洗浄処理する設備である。他◇1  

溶媒処理系は，溶媒再生系から発生する使用

済みの有機溶媒を蒸留処理する設備である。他

◇1  

溶媒回収設備系統概要図を第 4.7－３図に示

す。他◇2  

 

4.7.3.2  設計方針 

(１) 閉じ込め 

溶媒回収設備の放射性物質を内蔵する機器

は，腐食し難い材料を使用し，かつ，漏えいし

難い構造とするとともに，万一液体状の放射性

物質が漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止

し安全に処置できる設計とする。他◇28  
また，気体廃棄物の廃棄施設に接続し，負圧

を維持することにより閉じ込め機能を確保でき

る設計とする。他◇28  
 

(２) 火災及び爆発の防止 

溶媒回収設備は，取り扱う有機溶媒による火

災の発生及び爆発を適切に防止できる設計とす

る。他◇29  
 

4.7.3.3  主要設備の仕様 

溶媒回収設備の主要設備の仕様を第 4.7－２

表に示す。他◇2  

 

4.7.3.4  系統構成及び主要設備 

溶媒回収設備は，１系列で構成する。他◇1  

 

 

 

 

 

 

溶媒回収設備の最大回収能力は，分離施設等

が4.8ｔ・ＵＰｒ／ｄ処理した時に発生する使用

済みの有機溶媒を処理できる能力である。他◇6  

 

 

なお，溶媒回収設備で回収する有機溶媒の種

類は，ｎ－ドデカン並びにＴＢＰ及びｎ－ドデ

カンの混合物（ＴＢＰ約 30％以上）【他◇6 】で

ある。酸溶④-4 

酸溶④-1 (P125 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酸溶④-2 (P125 から) 
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2.6.2.1 溶媒再生系 

溶媒再生系は，分離・分配系の第1洗浄器に

分離施設の分配設備のウラン逆抽出器から使用

済みの有機溶媒を，プルトニウム精製系の第1洗

浄器に精製施設のプルトニウム精製設備のウラ

ン逆抽出器から使用済みの有機溶媒を，ウラン精

製系の第1洗浄器に精製施設のウラン精製設備の

逆抽出器から使用済みの有機溶媒を受け入れる

設計とする。酸溶④-5 

 

 

各々の第1洗浄器に受け入れる使用済みの有

機溶媒のTBPについては，溶媒処理系で回収す

る回収溶媒を添加する設計とする。酸溶④-6 

 

 

 

なお，TBP濃度については，各々の溶媒再生

系での洗浄の後に，定期的に試料採取して分析

によって確認する設計とする。酸溶④-7 

 

第1洗浄器の第1段に受け入れた使用済みの有

機溶媒については，第1段及び第2段で炭酸ナト

リウムを用いて洗浄した後，第2段から抜き出

し，第2洗浄器に移送する設計とする。第2洗浄

器では，有機溶媒を硝酸を用いて洗浄した後，

第1洗浄器の第3段へ移送する設計とする。第2

洗浄器からの有機溶媒については第3段及び第4

段で炭酸ナトリウムを用いて洗浄した後，第3

洗浄器に移送し，水酸化ナトリウムで洗浄する

設計とする。酸溶④-8 

第1洗浄器から第3洗浄器の洗浄によって，使

用済みの有機溶媒中の溶媒の劣化物等を除去す

る設計とする。酸溶④-9 

 
分離・分配系の洗浄後の有機溶媒について

は，ゲデオンで分離施設の分離設備，分配設

備へ移送し再利用するとともに，一部は溶媒処

理系の溶媒供給槽へ移送する設計とする。プル

トニウム精製系の洗浄後の有機溶媒について

は，ゲデオンで精製施設のプルトニウム精製設

備へ移送し再利用するとともに，一部は分離・

分配系の洗浄後の有機溶媒に混合する設計とす

る。酸溶④-10 

 

ウラン精製系の洗浄後の有機溶媒について

は，ポンプで精製施設のウラン精製設備及びプ

ルトニウム精製設備へ移送し再利用するととも

に，一部はプルトニウム精製系の洗浄後の有機

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 系統構成 

ａ．溶媒再生系 

溶媒再生系は，分離・分配系の第１洗浄器に

分離施設の分配設備のウラン逆抽出器から約

2.6ｍ３／ｈの流量で【他◇6 】使用済みの有機溶

媒を，プルトニウム精製系の第１洗浄器に精製

施設のプルトニウム精製設備のウラン逆抽出器

から約0.2ｍ３／ｈの流量で【他◇6 】使用済みの

有機溶媒を，ウラン精製系の第１洗浄器に精製施

設のウラン精製設備の逆抽出器から約2.4ｍ３／

ｈの流量で【他◇6 】使用済みの有機溶媒を受け

入れる。酸溶④-5 

各々の第１洗浄器に受け入れる使用済みの有

機溶媒のＴＢＰ濃度【他◇6 】は，約 30％を若干

下回るため，【他◇6 】溶媒処理系で回収する約

60％以上の【他◇6 】回収溶媒を添加して，有機

溶媒のＴＢＰ濃度を約 30％とする。【他◇6 】酸

溶④-6 

なお，ＴＢＰ濃度は，各々の溶媒再生系での

洗浄の後に，定期的に試料採取して分析によっ

て確認する。酸溶④-7 

第１洗浄器の第１段に受け入れた使用済みの

有機溶媒は，第１段及び第２段で炭酸ナトリウ

ムを用いて洗浄した後，第２段から抜き出し，

第２洗浄器に移送する。第２洗浄器では，有機

溶媒を硝酸を用いて洗浄した後，第１洗浄器の

第３段へ移送する。第２洗浄器からの有機溶媒

は第３段及び第４段で炭酸ナトリウムを用いて

洗浄した後，第３洗浄器に移送し，水酸化ナト

リウムで洗浄する。酸溶④-8 

第１洗浄器から第３洗浄器の洗浄によって，

使用済みの有機溶媒中の溶媒の劣化物等を除去

する。酸溶④-9 

 

 

分離・分配系の洗浄後の有機溶媒は，ゲデ

オンで分離施設の分離設備，分配設備へ移送

し再利用するとともに，一部は溶媒処理系の溶

媒供給槽へ移送する。プルトニウム精製系の洗

浄後の有機溶媒は，ゲデオンで精製施設のプル

トニウム精製設備へ移送し再利用するととも

に，一部は分離・分配系の洗浄後の有機溶媒に

混合する。酸溶④-10 

 

 

 

ウラン精製系の洗浄後の有機溶媒は，ポンプ

で精製施設のウラン精製設備及びプルトニウム

精製設備へ移送し再利用するとともに，一部は
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溶媒に混合する設計とする。酸溶④-11 

 

分離・分配系の有機溶媒の洗浄により発生す

る廃液については，スチームジェットポンプで

液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備

のアルカリ廃液供給槽へ移送する設計とする。

酸溶④-12 

 

プルトニウム精製系の有機溶媒の洗浄により

発生する廃液については，スチームジェットポ

ンプで液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処

理設備のアルカリ廃液供給槽へ移送するか又は

低レベル廃液処理設備の第1低レベル第1廃液受

槽等へ移送する設計とする。酸溶④-13 

ウラン精製系の有機溶媒の洗浄により発生す

る廃液については，スチームジェットポンプで

液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備

の第1低レベル第1廃液受槽等へ移送する設計と

する。酸溶④-14 

 

 

2.6.2.2 溶媒処理系 

溶媒処理系は，溶媒再生系の分離・分配系の

第3洗浄器からの洗浄後の有機溶媒を溶媒供給槽

に受け入れ，第1蒸発缶に供給し水分を除去する

設計とする。第1蒸発缶からの有機溶媒につい

ては，第2蒸発缶で蒸発させ，蒸気は溶媒蒸留

塔へ移送し，回収希釈剤と回収溶媒を得る設計

とする。溶媒蒸留塔上部から得た回収希釈剤に

ついては，回収希釈剤中間貯槽を経て回収希釈

剤第1貯槽に受け入れ，ポンプで分離施設，精

製施設に移送し再利用するか又は回収溶媒第3

貯槽に移送する設計とする。酸溶④-15 

 

 

溶媒蒸留塔下部から得た回収溶媒について

は，回収溶媒中間貯槽を経て回収溶媒第1貯槽

に受け入れ，溶媒再生系で再利用するか又は回

収溶媒第3貯槽に移送する設計とする。酸溶④-

16 

 

第1蒸発缶からの凝縮液については，スチー

ムジェットポンプ等で酸回収設備又は液体廃棄

物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第1低

レベル第1廃液受槽等へ移送する設計とする。

酸溶④-17 

 

第2蒸発缶の未蒸発の有機溶媒については，

第2蒸発缶に再循環させるとともに，一部は廃

有機溶媒残渣として廃有機溶媒残渣中間貯槽に

受け入れ，ポンプで固体廃棄物の廃棄施設の低

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プルトニウム精製系の洗浄後の有機溶媒に混合

する。酸溶④-11 

 

分離・分配系の有機溶媒の洗浄により発生す

る廃液は，スチームジェットポンプで液体廃棄

物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備のアルカ

リ廃液供給槽へ移送する。酸溶④-12 

 

プルトニウム精製系の有機溶媒の洗浄により

発生する廃液は，スチームジェットポンプで液

体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備の

アルカリ廃液供給槽へ移送するか，又は，低レ

ベル廃液処理設備の第１低レベル第１廃液受槽

等へ移送する。酸溶④-13 

ウラン精製系の有機溶媒の洗浄により発生す

る廃液は，スチームジェットポンプで液体廃棄

物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第１低

レベル第１廃液受槽等へ移送する。 

酸溶④-14 

 

 

ｂ．溶媒処理系 

溶媒処理系は，溶媒再生系の分離・分配系の

第３洗浄器からの洗浄後の有機溶媒を溶媒供給

槽に受け入れ，約0.2ｍ３／ｈの流量で【他◇6 】

第１蒸発缶に供給し水分を除去する。第１蒸発

缶からの有機溶媒は，第２蒸発缶で蒸発させ，

蒸気は溶媒蒸留塔へ移送し，回収希釈剤とＴＢ

Ｐ濃度が約 60％以上の【他◇6 】回収溶媒を得

る。溶媒蒸留塔上部から得た回収希釈剤は，回

収希釈剤中間貯槽を経て回収希釈剤第１貯槽に

受け入れ，ポンプで分離施設，精製施設に移送

し再利用するか，又は，回収溶媒第３貯槽に移

送する。酸溶④-15 

 

溶媒蒸留塔下部から得た回収溶媒は，回収溶

媒中間貯槽を経て回収溶媒第１貯槽に受け入

れ，溶媒再生系で再利用するか，又は，回収溶

媒第３貯槽に移送する。酸溶④-16 

 

第１蒸発缶からの凝縮液は，スチームジェッ

トポンプ等で酸回収設備，又は，液体廃棄物の

廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第１低レベ

ル第１廃液受槽等へ移送する。酸溶④-17 

 

 

第２蒸発缶の未蒸発の有機溶媒は，第２蒸発

缶に再循環させるとともに，一部は廃有機溶媒

残渣として廃有機溶媒残渣中間貯槽に受け入

れ，ポンプで固体廃棄物の廃棄施設の低レベル

固体廃棄物処理設備の廃溶媒処理系へ移送す
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レベル固体廃棄物処理設備の廃溶媒処理系へ移

送する設計とする。酸溶④-18 

 

回収溶媒第3貯槽に受け入れた回収希釈剤及

び回収溶媒については，各々廃希釈剤及び廃有

機溶媒としてポンプで固体廃棄物の廃棄施設の

低レベル固体廃棄物処理設備の廃溶媒処理系へ

移送するか又は再度蒸留処理する設計とする。

酸溶④-19 

 

分離施設及び精製施設で使用した有機溶媒を

新しい有機溶媒に更新する場合，溶媒処理系に

受け入れる有機溶媒については，回収溶媒第3

貯槽を経て，廃有機溶媒としてポンプで固体廃

棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄物処理設備

の廃溶媒処理系へ移送することもできる設計と

する。酸溶④-20 

 

 第 1 蒸発缶は、減圧条件下で運転し、有機溶

媒を蒸発させる設計とする。酸溶④-21 

 

第 2 蒸発缶は、減圧条件下で運転し、有機溶

媒を蒸発させる設計とする。酸溶④-22 

 

溶媒蒸留塔は、減圧条件下で運転し,希釈剤

と有機溶媒に分離し回収する設計とする。酸溶

④-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。酸溶④-18 

 

回収溶媒第３貯槽に受け入れた回収希釈剤及

び回収溶媒は，各々廃希釈剤及び廃有機溶媒と

してポンプで固体廃棄物の廃棄施設の低レベル

固体廃棄物処理設備の廃溶媒処理系へ移送する

か,又は,再度蒸留処理する。酸溶④-19 

 

 

 

分離施設及び精製施設で使用した有機溶媒を

新しい有機溶媒に更新する場合，溶媒処理系に

受け入れる有機溶媒は，回収溶媒第３貯槽を経

て，廃有機溶媒としてポンプで固体廃棄物の廃

棄施設の低レベル固体廃棄物処理設備の廃溶媒

処理系へ移送することもできる。酸溶④-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 主要設備 

ａ．溶媒再生系 

溶媒再生系の主要機器は，ステンレス鋼を用

い，接液部は溶接構造等の設計とする。他◇28  
また，万一液体状の放射性物質が漏えいした場

合に備えて，機器を収納するセルの床には，漏

えい液受皿を設置し，漏えい検知装置を用いて

漏えいを検知する設計とし，漏えいした液体状

の放射性物質は，分離建屋一時貯留処理設備の

第10一時貯留処理槽，精製建屋一時貯留処理設

備の第８一時貯留処理槽等に移送する設計とす

る。他◇28  
溶媒再生系の主要機器は，気体廃棄物の廃棄

施設の塔槽類廃ガス処理設備に接続し，負圧を

維持する設計とする。他◇28  
分離・分配系の第１洗浄器は，その他再処理

設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を適

切に供給し，溶液の放射線分解により発生する

水素を可燃限界濃度未満に抑制する設計とす

る。他◇29  
また，溶媒再生系の主要機器は，接地し，着

火源を適切に排除する設計とする。他◇29  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酸溶④-21 (P136 から) 

 

 

酸溶④-22 (P136 から) 

 

 

酸溶④-23 (P137 から) 
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分離施設等から重力流で溶媒再生系に受け入

れる有機溶媒の流量は，分離施設等において監

視し，流量の異常を検知し，警報を発する設計

とする。他◇8 
 

(ａ) 第１洗浄器及び第３洗浄器 

溶媒再生系の第１洗浄器及び第３洗浄器は，

有機溶媒の洗浄の効率を高めるために，第１洗

浄器及び第３洗浄器の下部にジャケットを設け

て約90℃の温水を供給し，第１洗浄器及び第３

洗浄器内の溶液の温度を約50℃とする。他◇29  
第１洗浄器及び第３洗浄器内の溶液の温度を

制御，監視し，溶液の温度高により警報を発す

るとともに，温水の供給を自動的に停止するこ

とにより第１洗浄器及び第３洗浄器内の溶液の

温度が希釈剤の引火点（74℃）を超えない設計

とする。他◇29  
 

ｂ．溶媒処理系 

溶媒処理系の主要機器は，ステンレス鋼を用

い，接液部は溶接構造等の設計とする。他◇28  
また，万一液体状の放射性物質が漏えいした場

合に備えて，機器を収納するセルの床には，漏

えい液受皿を設置し，漏えい検知装置を用いて

漏えいを検知する設計とし，漏えいした液体状

の放射性物質は，精製施設の精製建屋一時貯留

処理設備の第８一時貯留処理槽，液体廃棄物の

廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第１低レベ

ル第１廃液受槽等に移送する設計とする。他◇28  
溶媒処理系の主要機器は，気体廃棄物の廃棄

施設の塔槽類廃ガス処理設備に接続し，蒸留処

理する際には負圧を維持する設計とする。他◇28  
第１蒸発缶，第２蒸発缶及び溶媒蒸留塔は，

有機溶媒へ着火するおそれのない可燃領域外で

有機溶媒の処理を行う設計とするとともに，廃

ガスには，不活性ガス（窒素）を注入して排気

する設計とする。他◇29  
また，溶媒処理系の主要機器は，接地し，着

火源を適切に排除する設計とする。他◇29  
 

(ａ) 第１蒸発缶 

第１蒸発缶は，約５ｋＰａ[abs]の【他◇6 】

減圧条件下で運転し，有機溶媒中の水分を除去

する設計とする。酸溶④-21 

また，第１蒸発缶を減圧にするための系統の

圧力を監視し，圧力高により警報を発するとと

もに自動的に不活性ガス（窒素）を系内に注入

し，有機溶媒の第１蒸発缶への供給及び加熱蒸

気の供給を自動的に停止する設計とする。他◇29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酸溶④-21 (P135 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酸溶④-22 (P135 へ) 
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(ｂ) 第２蒸発缶 

第２蒸発缶は，約 0.6ｋＰａ[abs]の【他◇6 】

減圧条件下で運転し，有機溶媒を蒸発させる設

計とする。酸溶④-22 

 

 

(ｃ) 溶媒蒸留塔 

溶媒蒸留塔は，約 0.3ｋＰａ[abs]の【他◇6 】

減圧条件下で運転し,ＴＢＰの濃度が約 30％の

有機溶媒を,【他◇6 】希釈剤とＴＢＰの濃度が

約 60％以上の【他◇6 】有機溶媒に分離し回収す

る設計とする。酸溶④-23 

また，溶媒蒸留塔の圧力を監視し，圧力高に

より警報を発するとともに自動的に不活性ガス

（窒素）を系内に注入し，有機溶媒の第１蒸発

缶への供給及び加熱蒸気の供給を自動的に停止

する設計とする。他◇29  
 

4.7.3.5  試験・検査 

溶媒蒸留塔等の機器は，据付け検査，外観検査

等の品質保証活動のもとに据付けを行う。他◇5  

 

4.7.3.6  評  価 

(１) 閉じ込め 

溶媒回収設備の放射性物質を内蔵する主要機

器は，腐食し難いステンレス鋼を用い，かつ，

接液部は溶接構造等で漏えいし難い設計とし，

さらに，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス

処理設備に接続することにより負圧を維持する

設計とするので，閉じ込め機能を確保できる。

他◇28  
ほか溶媒回収設備の主要機器を収納するセル

の床には，漏えい液受皿を設置し，漏えい検知

装置を用いて漏えいを検知する設計とし，漏え

いした液体状の放射性物質を分離施設の分離建

屋一時貯留処理設備等に移送する設計とするの

で，万一液体状の放射性物質の漏えいを想定し

ても，その拡大を防止できる。他◇28  
 

(２) 火災及び爆発の防止 

溶媒回収設備の溶媒再生系の第１洗浄器等

は，運転温度を希釈剤の引火点（74℃）以下に

制限する設計とする。また，溶媒処理系の第１

蒸発缶，第２蒸発缶及び溶媒蒸留塔は，有機溶

媒へ着火するおそれのない可燃領域外で有機溶

媒の処理を行う設計とする。さらに，機器を接

地し，着火源を適切に排除する設計とするので

有機溶媒による火災の発生及び爆発を防止でき

る。他◇29  

 

 

酸溶④-23 (P135 へ) 
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(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

(a) 酸回収設備 

第１酸回収系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒸発缶  １基 

材料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

 

 

精留塔  １基 

材料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２酸回収系 

 

 

 

 

 

 

溶媒回収設備の溶媒再生系の分離・分配系の

第１洗浄器は，その他再処理設備の附属施設の

安全圧縮空気系から空気を適切に供給し，溶液

の放射線分解により発生する水素を可燃限界

濃度未満に抑制する設計とし，さらに，機器

を接地し，着火源を適切に排除する設計とする

ので爆発を防止できる。他◇29  
 

第4.7－１表 酸回収設備の主要設備の仕様 

 

(１) 第１酸回収系 

 ａ．第１供給槽 

    種  類    たて置円筒形 

    基  数    １ 

    容  量    約120ｍ３ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

ｂ．第２供給槽 

    種  類    たて置円筒形 

    基  数    １ 

    容  量    約120ｍ３ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 ｃ．蒸 発 缶 

    種  類    熱サイホン式減圧蒸

発方式 

    基  数    １ 

    容  量    約５ｍ３ 

    処理容量    約5.4ｍ３／ｈ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 ｄ．精 留 塔 

    種  類    棚段式減圧蒸留方式 

    基  数    １ 

    容  量    約10ｍ３ 

    処理容量    約5.4ｍ３／ｈ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 ｅ．回収硝酸受槽 

    種  類    横置円筒形 

    基  数    １ 

    容  量    約35ｍ３ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (２) 第２酸回収系 

 ａ．油水分離槽 

    種  類    たて置円筒形 

    基  数    １ 

    容  量    約１ｍ３ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
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蒸発缶  １基 

材料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

 

 

精留塔  １基 

材料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 溶媒回収設備 

 

溶媒再生系 

分離・分配系 

第１洗浄器  １基 

種類  ミキサ・セトラ 

材料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

第２洗浄器  １基 

種類  ミキサ・セトラ 

材料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

第３洗浄器  １基 

種類  ミキサ・セトラ 

材料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 ｂ．供 給 槽 

    種  類    横置円筒形 

    基  数    １ 

    容  量    約90ｍ３ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 ｃ．蒸 発 缶 

    種  類    熱サイホン式減圧蒸

発方式 

    基  数    １ 

    容  量    約５ｍ３ 

    処理容量    約4.6ｍ３／ｈ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 ｄ．精 留 塔 

    種  類    棚段式減圧蒸留方式 

    基  数    １ 

    容  量    約７ｍ３ 

    処理容量    約4.6ｍ３／ｈ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 ｅ．回収硝酸受槽 

    種  類    横置円筒形 

    基  数    １ 

    容  量    約45ｍ３ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

第4.7－２表 溶媒回収設備の主要設備の仕様 

 

 (１) 溶媒再生系 

 ａ．分離・分配系 

 (ａ) 第１洗浄器 

    種  類    ミキサ・セトラ 

    基  数    １ 

    高  さ    約１ｍ 

    容  量    約2.6ｍ３／ｈ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (ｂ) 第２洗浄器 

    種  類    ミキサ・セトラ 

    基  数    １ 

    高  さ    約0.7ｍ 

    容  量    約2.6ｍ３／ｈ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (ｃ) 第３洗浄器 

    種  類    ミキサ・セトラ 

    基  数    １ 

    高  さ    約１ｍ 
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プルトニウム精製系 

第１洗浄器  １基 

種類  ミキサ・セトラ 

材料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

 

第２洗浄器  １基 

種類  ミキサ・セトラ 

材料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

第３洗浄器  １基 

種類  ミキサ・セトラ 

材料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

ウラン精製系 

第１洗浄器  １基 

種類  ミキサ・セトラ 

材料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

第２洗浄器  １基 

種類  ミキサ・セトラ 

材料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

第３洗浄器  １基 

種類  ミキサ・セトラ 

材料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

溶媒処理系 

 

 

    容  量    約2.6ｍ３／ｈ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 ｂ．プルトニウム精製系 

 (ａ) 第１洗浄器 

    種  類    ミキサ・セトラ 

    基  数    １ 

    高  さ    約0.5ｍ 

    容  量    約0.2ｍ３／ｈ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (ｂ) 第２洗浄器 

    種  類    ミキサ・セトラ 

    基  数    １ 

    高  さ    約0.4ｍ 

    容  量    約0.2ｍ３／ｈ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (ｃ) 第３洗浄器 

    種  類    ミキサ・セトラ 

    基  数    １ 

    高  さ    約0.5ｍ 

    容  量    約0.2ｍ３／ｈ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 ｃ．ウラン精製系 

 (ａ) 第１洗浄器 

    種  類    ミキサ・セトラ 

    基  数    １ 

    高  さ    約1.0ｍ 

    容  量    約2.4ｍ３／ｈ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (ｂ) 第２洗浄器 

    種  類    ミキサ・セトラ 

    基  数    １ 

    高  さ    約0.6ｍ 

    容  量    約2.4ｍ３／ｈ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (ｃ) 第３洗浄器 

    種  類    ミキサ・セトラ 

    基  数    １ 

    高  さ    約1.0ｍ 

    容  量    約2.4ｍ３／ｈ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 (２) 溶媒処理系 

 ａ．溶媒供給槽 

    種  類    たて置円筒形 
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第１蒸発缶  １基 

材料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

 

第２蒸発缶  １基 

材料  ステンレス鋼他□2  

 

 

 

 

溶媒蒸留塔  １基 

材料  ステンレス鋼他□2  

 

    基  数    １ 

    容  量    約２ｍ３ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 ｂ．第１蒸発缶 

    種  類    減圧薄膜式 

    基  数    １ 

    容  量    約0.4ｍ３／ｈ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 ｃ．第２蒸発缶 

    種  類    減圧薄膜式 

    基  数    １ 

    容  量    約1.9ｍ３／ｈ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 ｄ．溶媒蒸留塔 

    種  類    充てん式減圧蒸留方

式 

    基  数    １ 

    容  量    約0.4ｍ３／ｈ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 ｅ．回収溶媒中間貯槽 

    種  類    たて置円筒形 

    基  数    １ 

    容  量    約10ｍ３ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 ｆ．回収希釈剤中間貯槽 

    種  類    たて置円筒形 

    基  数    １ 

    容  量    約10ｍ３ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 ｇ．回収溶媒第１貯槽 

    種  類    たて置円筒形 

    基  数    １ 

    容  量    約19ｍ３ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 ｈ．回収溶媒第３貯槽 

    種  類    たて置円筒形 

    基  数    １ 

    容  量    約19ｍ３ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇2  

 ｉ．回収希釈剤第１貯槽 

    種  類    たて置円筒形 

    基  数    １ 

    容  量    約19ｍ３ 
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    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
 

 ｊ．廃有機溶媒残渣中間貯槽 

    種  類    たて置円筒形 

    基  数    １ 

    容  量    約２ｍ３ 

    主要材料    ステンレス鋼他◇11  
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7．その他再処理設備の附属施設 

 

 

 

7.2 圧縮空気設備 

 

圧縮空気設備の設計に係る共通的な設計方針

については，第 1章 共通項目の「3. 自然現

象等」，「4. 閉じ込めの機能」，「5. 火災等

による損傷の防止」, 「6. 再処理施設内にお

ける溢水による損傷の防止」，「7. 再処理施

設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防

止」及び「9. 設備に対する要求」に基づくも

のとする。 

 

7.2.1 設計基準対象の施設 

 

 圧縮空気設備は，一般圧縮空気系及び安全圧

縮空気系で構成し，再処理施設内の各施設に圧

縮空気を供給する設計とする。圧空① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造及び設

備 

(１) 動力装置及び非常用動力装置の構造及び

設備 

(ⅱ) 圧縮空気設備 

(ａ) 構 造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) 設計基準対象の施設 

 

圧縮空気設備は，一般圧縮空気系及び安全圧

縮空気系で構成し，再処理施設内の各施設に圧

縮空気を供給する。 

圧空① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 圧縮空気設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.1 設計基準対象の施設 

9.3.1.1 概要 

圧縮空気設備は，一般圧縮空気系及び安全圧

縮空気系で構成し，再処理施設内の各施設に圧

縮空気を供給する設備である。他◇1  

 

一般圧縮空気系は，廃棄物管理施設と共用す

る。他◇1  

 

9.3.1.2 設計方針 

(１) 圧縮空気設備は，各施設で使用する圧縮

空気を供給できる設計とする。他◇1  

 

(２) 安全圧縮空気系は，圧縮空気によってそ

の安全機能が維持される再処理施設の安全上重

要な施設へ圧縮空気を供給できる設計とする。

他◇1  

 

(３) 安全圧縮空気系は，それらを構成する動

的機器の単一故障を仮定しても，その安全機能

が確保できる設計とする。他◇31  
 

(４) 安全圧縮空気系は，非常用所内電源系統

に接続し，外部電源が喪失した場合でも，その

安全機能を確保できる設計とする。他◇10  
 

(５) 安全上重要な施設の安全圧縮空気系は，

定期的な試験及び検査ができる設計とする。 

他◇32  
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7.2.1.1 一般圧縮空気系 

 一般圧縮空気系は，空気圧縮機等で構成し，

各施設に圧縮空気を供給する設計とする。圧空

② 

 

一般圧縮空気系は，廃棄物管理施設と共用す

る。共用する一般圧縮空気系は，廃棄物管理施

設における使用を想定しても，再処理施設に十

分な圧縮空気を供給できる容量を確保できる。

また，故障その他の異常が発生した場合でも，

弁を閉止することにより故障その他の異常によ

る影響を局所化し，故障その他の異常が発生し

た施設からの波及的影響を及ぼさない設計とす

ることで，共用によって再処理施設の安全性を

損なわない設計とする。圧空③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧縮空気設備の一般圧縮空気系は，廃棄物管

理施設と共用し，共用によって再処理施設の安

全性を損なわない設計とする。圧空③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(６) 一般圧縮空気系の一部は，廃棄物管理施

設と共用し，廃棄物管理施設における使用を想

定しても，再処理施設に十分な圧縮空気を供給

できる容量を確保し，故障その他の異常が発生

した場合でも，弁を閉止することにより故障そ

の他の異常による影響を局所化し，故障その他

の異常が発生した施設からの波及的影響を防止

する設計とすることで，共用によって再処理施

設の安全性を損なわない設計とする。他◇1  

 

(７) 一般圧縮空気系のうち使用済燃料の受入

れ及び貯蔵に係る設備は，再処理設備本体の運

転開始に先立ち使用できる設計とする。他◇7  

他◇7  

 

9.3.1.3 主要設備の仕様 

圧縮空気設備の主要設備の仕様を第9.3－１

表に示す。他◇2  

 

なお，圧縮空気設備のうち使用済燃料の受入

れ及び貯蔵に係る一般圧縮空気系の一部は，再

処理設備本体の運転開始に先立ち使用する。 

他◇7  

 

 

9.3.1.4 主要設備 

(１) 一般圧縮空気系 

一般圧縮空気系は，空気圧縮機等で構成し，

各施設に圧縮空気を供給する。圧空② 

 

 

一般圧縮空気系は，廃棄物管理施設と共用す

る。他◇1  

 

 

なお，一般圧縮空気系のうち使用済燃料の受入

れ及び貯蔵に係る設備は，予備的措置を施すこ

とにより，再処理設備本体の運転開始に先立ち

使用できる設計とする。他◇7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【等の解説】 

「空気圧縮機等」とは，空気圧縮機，常用圧縮

空気設備，運転予備空気圧縮機，空気第 1 貯

槽，空気第 2 貯槽，配管の総称として示すも

のである。 

【許可からの変更点】 

一般圧縮空気系に関する基本方針を展開する項で

あるため，記載を適正化。 

【許可からの変更点】 

共用によって，再処理施設の安全性を損なわない

設計を詳細化。なお，他の廃棄物管理施設等と共

用する設備についても，同様とする。 
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7.2.1.2 安全圧縮空気系 

 安全圧縮空気系は，3 台の空気圧縮機及び水

素掃気用，計測制御用，かくはん用の 3 基の空

気貯槽，安全空気脱湿装置，水素掃気用安全圧

縮空気系，かくはん用安全圧縮空気系，計測制

御用安全圧縮空気系で構成し，各施設に圧縮空

気を供給する設計とする。圧空④-1 

 

 水素掃気用安全圧縮空気系の圧縮空気は，溶

液等の放射線分解により発生する水素を希釈す

ることによる火災及び爆発の防止等の安全機能

を維持するために供給する設計とする。水素掃

気用安全圧縮空気系から圧縮空気を供給する主

要機器は，溶解施設の溶解設備のハル洗浄槽，

分離施設の分離設備の溶解液中間貯槽，精製施

設のプルトニウム精製設備のプルトニウム溶液

供給槽等である。圧空④-2-1,2 

 

 計測制御用安全圧縮空気系の圧縮空気は，計

測制御系統施設の安全上重要な施設の計測制御

系及び安全保護回路の火災及び爆発の防止，臨

界安全等の安全機能を維持するために供給する

設計とする。圧空④-3 

 

 かくはん用安全圧縮空気系の圧縮空気は，機

器内の溶液のかくはん等のために供給する設計

とする。圧空④-4 

 

安全圧縮空気系の空気圧縮機等は，1台でも

必要な圧縮空気量を供給する容量を有する設計

とする。また，空気圧縮機の運転に必要な冷却

水は，安全冷却水系から供給する設計とする。

圧空④-5 

 

 水素掃気用及び計測制御用の空気貯槽は，短

時間の全交流動力電源の喪失時においても，そ

の安全機能を確保できる容量とする設計とす

る。圧空④-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 安全圧縮空気系 

安全圧縮空気系は，３台の空気圧縮機及び水

素掃気用，計測制御用，かくはん用の３基の空

気貯槽，水素掃気用安全圧縮空気系，かくはん

用安全圧縮空気系，計測制御用安全圧縮空気系

等で構成し，各施設に圧縮空気を供給する。圧

空④-1 

 

水素掃気用安全圧縮空気系の圧縮空気は，溶

液等の放射線分解により発生する水素を希釈す

ることによる火災及び爆発の防止等の安全機能

を維持するために供給する。水素掃気用安全圧

縮空気系から圧縮空気を供給する主要機器を第

9.3－２表(１)及び第9.3－２表(２)に示す。圧

空④-2-1,2 

 

 

 

計測制御用安全圧縮空気系の圧縮空気は，計

測制御系統施設の安全上重要な施設の計測制御

系及び安全保護回路の火災及び爆発の防止，臨

界安全等の安全機能を維持するために供給す

る。圧空④-3 

 

かくはん用安全圧縮空気系の圧縮空気は，機

器内の溶液のかくはん等のために供給する。圧

空④-4 

 

安全圧縮空気系の空気圧縮機等は，１台でも

必要な圧縮空気量を供給する容量を有する設計

とする。また，空気圧縮機の運転に必要な冷却

水は，安全冷却水系から供給する。圧空④-5 

 

 

安全圧縮空気系は，それらを構成する空気圧

縮機等の動的機器の単一故障を仮定しても，そ

の安全機能が確保できるよう多重化する。他◇31  
 

安全圧縮空気系の空気圧縮機等は，非常用所内

電源系統に接続することにより，外部電源が喪

失した場合でも，その安全機能を確保できる設

計とする。他◇10  
 

水素掃気用及び計測制御用の空気貯槽は，短

時間の全交流動力電源の喪失時においても，そ

の安全機能を確保できる容量とする。圧空④-6 

 

9.3.1.5 試験・検査 

安全圧縮空気系の空気圧縮機等は，定期的に

予備機に切り替え，予備機の健全性を確認す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧空④-2-1(P145 から) 

圧空④-2-2(P146 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 
水素掃気用安全圧縮空気系の供給先につい

て、許可の表記載から展開した。ただし， 
圧縮空気の供給先は多数存在するため，例示

として３施設から１設備ずつ記載し，他施

設・設備については「等」でまとめる記載と

した。 

【等の解説】 

かくはん用安全圧縮空気系の圧縮空気は，かくは

んの用途の他，水素掃気系の異常時のバックアッ

プとして供給することが可能な設計としている

が，主たる機能を示す観点から許可の記載を用い

た。 

【等の解説】 

「安全圧縮空気系の空気圧縮機等」とは，空

気圧縮機，水素掃気用，計測制御用，かくは

ん用の空気貯槽，安全空気脱湿装置の総称と

して示すものである。 

【等の解説】 

「・・・臨界安全等の安全機能」における安全機

能とは火災及び爆発の防止，臨界安全の他，閉じ

込め機能などの安全機能の総称として示すもので

ある。 

【許可からの変更点】 

安全圧縮空気系を構成する系統及び主要な設備につ

いて「等」記載としていたが、等で省略した主要な

設備は安全空気脱湿装置のみであるため，文章中に

設備名を追加し、等記載を取り止めた。 

【等の解説】 

「溶液等」とは放射線分解による水素の発生源を

示す例示記載であることから，許可の記載を用い

た。 

【等の解説】 

「火災及び爆発の防止等」とは水素掃気による

水素爆発の防止によって維持する安全機能の例

示記載であることから，許可の記載を用いた。 
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(ｂ) 主要な設備 

(イ) 設計基準対象の施設 

安全圧縮空気系空気圧縮機 １式他□3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。他◇32  
 

第9.3-1表 圧縮空気設備の主要設備の仕様 

他◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第9.3-2表(1) 水素掃気用安全圧縮空気系から

圧縮空気を供給する主要機器 

圧空④-2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧空④-2-1(P144 へ) 
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第 9.3-2 表(2) 水素掃気用安全圧縮空気系から

圧縮空気を供給する主要機器 

圧空④-2-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧空④-2-2(P144 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1301



別紙 1-2① 
基本設計方針の許可整合性，発電炉との比較 第十六条（安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））（148/169） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 給水処理設備 

 

給水処理設備の設計に係る共通的な設計方針

については，第 1章 共通項目の「3. 自然現

象等」，「5. 火災等による損傷の防止」，

「6．再処理施設内における溢水による損傷の

防止」，「7．再処理施設内における化学薬品

の漏えいによる損傷の防止」，「9. 設備に対

する要求」に基づくものとする。 

 

7.3.1 設計基準対象の施設 

 

 給水処理設備は，ろ過水貯槽，純水装置，純

水貯槽等で構成し【給水①-2】，再処理施設の

運転に必要なろ過水及び純水を確保及び供給す

る設計とする。給水①-1 

 

 

 

 

 

 給水処理設備のうち，ろ過水を供給する設備

は，廃棄物管理施設及び MOX 燃料加工施設と共

用する。 

 ろ過水を供給する設備は，廃棄物管理施設及

び MOX 燃料加工施設における使用を想定して

も，再処理施設に十分なろ過水を供給できる容

量を確保できる。また，故障その他の異常が発

生した場合でも，弁を閉止することにより故障

その他の異常による影響を局所化し，故障その

他の異常が発生した施設からの波及的影響を及

ぼさない設計とすることで，共用によって再処

理施設の安全性を損なわない設計とする。 

給水② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 給水施設及び蒸気供給施設の構造及び設

備 

(ⅰ) 給水施設 

(ａ) 構 造 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) 設計基準対象の施設 

 

給水施設は，再処理施設の運転に必要なろ過

水，純水等を確保，供給する給水処理設備【給

水①-1】及び再処理施設内の各施設で発生する

熱を除去し，冷却塔から大気に放熱する冷却水

設備で構成する。冷水①-1 

 

冷却水設備は，一般冷却水系及び安全冷却水

系で構成する。冷水①-2 

 

給水処理設備のうち，ろ過水を供給する設備

は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設へ

ろ過水を供給するため，廃棄物管理施設及びＭ

ＯＸ燃料加工施設と共用し，共用によって再処

理施設の安全性を損なわない設計とする。 

給水② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 給水処理設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.1 設計基準対象の施設 

9.4.1.1 概要 

給水処理設備は，再処理施設の運転に必要な

ろ過水及び純水を確保及び供給する設備であ

る。他◇1  

 

 

 

 

 

 

給水処理設備の一部は，廃棄物管理施設及び

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。他◇1  

 

9.4.1.2 設計方針 

(１) 給水処理設備は，再処理施設の運転に必

要な水を各施設の要求に応じた量及び水質に従

って供給できる設計とする。他◇1  他◇1  

(２) 給水処理設備の屋外機器は，必要に応じ

て凍結を防止できる設計とする。給水①-3 

(３) 給水処理設備は，廃棄物管理施設及びＭ

ＯＸ燃料加工施設にろ過水を供給できる系統構

成とし，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施

設における使用を想定しても，再処理施設に十

分なろ過水を供給できる容量を確保し，故障そ

の他の異常が発生した場合でも，弁を閉止する

ことにより故障その他の異常による影響を局所

化し，故障その他の異常が発生した施設からの

波及的影響を防止する設計とすることで，共用

によって再処理施設の安全機能を損なわない設

計とする。他◇1  

(４) 給水処理設備は，再処理設備本体の運転

開始に先立ち使用できる設計とする。他◇7  

 

9.4.1.3 主要設備の仕様 

給水処理設備の主要設備の仕様を第9.4－１

表に示す。他◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給水①-2(P148 から) 

 

冷水①-1(P149 へ) 

 

 

 

冷水①-2(P149 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給水①-3(P148 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書本文では，給水施設は給水処

理設備と冷却水設備で構成する記載であるが，設

工認申請書で記載する設備構成にあわせて給水処

理設備／冷却水設備の項目記載に見直した。 
（以下同様） 

【等の解説】 

「ろ過水貯槽，純水装置，純水貯槽等」とは，ろ

過水貯槽，純水装置，純水貯槽，工業用水ポン

プ，純水装置供給ポンプなどの設備の総称として

示すものである。 
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ろ過水貯槽は，二又川河川水を除濁ろ過した

ろ過水を受け入れ，貯留する設計とする。ま

た，ろ過水貯槽のろ過水は，純水装置へ移送す

るとともに，各使用先に供給する設計とする。

給水①-5 

 

 

 

純水装置は，ろ過水貯槽からろ過水を受け入

れ，ろ過水を純水にする設計とする。給水①-6 

 

純水貯槽は，純水を純水装置から受け入れ，

貯留する設計とする。また，純水貯槽の純水

は，各使用先に供給する設計とする。給水①-7 

 

給水処理設備の屋外機器は，必要に応じ保温

材の設置及び地下埋設により，凍結を防止する

設計とする。給水①-3,4 

 

7.4 冷却水設備 

 

冷却水設備の設計に係る共通的な設計方針に

ついては，第 1章 共通項目の「2. 地盤」，

「3. 自然現象等」，「4. 閉じ込めの機能」，

「5. 火災等による損傷の防止」，「6. 再処理

施設内における溢水による損傷の防止」，「7. 

再処理施設内における化学薬品の漏えいによる

損傷の防止」及び「9. 設備に対する要求」に

 

 

 

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

用の安全冷却水系は，ＭＯＸ燃料加工施設と共

用するモニタリングポストの非常用電源設備で

ある第１非常用ディーゼル発電機の熱を除去す

るため，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，共用に

よって再処理施設の安全性を損なわない設計と

する。冷水④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，給水処理設備は，再処理設備本体の運

転開始に先立ち使用する。他◇7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.1.4 主要設備 

給水処理設備は，ろ過水貯槽，純水装置，純

水貯槽等で構成する。 

給水①-2 

 

これらの設備は，再処理設備本体の運転開始

に先立ち使用する設計とする。他◇7  

 

また，給水処理設備の屋外機器は，必要に応

じ保温材の設置等で，凍結を防止する設計とす

る。給水①-4 

 

ろ過水貯槽は，二又川河川水を除濁ろ過した

ろ過水を受け入れ，貯留する。また，ろ過水貯

槽のろ過水は，純水装置へ移送するとともに，

各使用先に供給する。給水①-5 

 

ろ過水貯槽は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃

料加工施設と共用する。他◇1  

 

純水装置は，ろ過水貯槽からろ過水を受け入

れ，ろ過水を純水にする。給水①-6 

 

純水貯槽は，純水を純水装置から受け入れ，

貯留する。また，純水貯槽の純水は，各使用先

に供給する。給水①-7 

 

 

 

 

 

9.5 冷却水設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冷水④(P152 へ) 

 

 

 

給水①-2(P147 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給水①-3(P147 から) 
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7. その他再処理施設の附属設備 

7.6 分析設備 

 

 

分析設備の設計に係る共通的な設計方針につ

いては，第 1章 共通項目の「1. 核燃料物質

の臨界防止」，「2. 地盤」，「3. 自然現象

等」，「4. 閉じ込めの機能」，「5. 火災等に

よる損傷の防止」，「6．再処理施設内におけ

る溢水による損傷の防止」，「7．再処理施設

内における化学薬品の漏えいによる損傷の防

止」「8. 遮蔽」及び「9. 設備に対する要求」

に基づくものとする。 

 

分析設備は，再処理施設内の各施設から分析

試料を採取，移送及び分析するとともに分析試

料の分析により生じる分析済溶液及び分析残液

を処理する設備で構成し，分析結果は中央制御

室及び使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室に伝送する設計とする。分析①-1，5，7，

8，9，10 

分析設備は，分析建屋に収納する設計とする。

分析①-2 

 

分析建屋は，地上 3階，地下 3階の建物とす

る設計とする。分析①-3 

 

分析建屋の一部は，六ヶ所保障措置分析所と

共用する。分析③-1 

六ヶ所保障措置分析所と共用する分析建屋の

一部は，共用によって，当該部位の仕様に変更

が無いため，共用によって再処理施設の安全性

を損なわない設計とする。分析③-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析設備は，再処理施設内の各建屋に設置す

る分析試料採取装置，分析建屋等に設置する分

析装置等で構成する。分析①-6 

 

 

 

 

四、再処理施設の位置，構造及び設備並びに再

処理の方法 

Ａ．再処理施設の位置，構造及び設備 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造及び設

備 

 

 

 

 

 

 

 

(４) その他の主要な事項 

(ⅰ) 分析設備 

 分析設備は，再処理施設内の各施設から分析

試料を採取し，分析する設備で構成し，分析結

果は中央制御室等に送る。分析①-1 

 

 

 

 

分析設備は，分析建屋に収納する。分析①-2 

 

 

分析建屋の主要構造は，鉄筋コンクリ-ト造

（一部鉄骨鉄筋コンクリ-ト造）で，【他□5 】

地上３階，地下３階，建築面積約 4,900 ㎡【他

□5 】の建物である。分析①-3 

分析建屋機器配置概要図を第 172 図から第 178

図に示す。他□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.8 分析設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.8.1 概 要 

分析設備は，再処理設備本体，放射性廃棄物の

廃棄施設等の工程管理，安全確保等のために

【他◇6 】分析試料を採取，移送及び分析すると

ともに分析試料の分析により生じる分析済溶液

等を処理する設備である。分析①-5 

 

 

 

 

分析設備は，再処理施設内の各建屋に設置する

分析試料採取装置，分析建屋等に設置する分析

装置等で構成する。分析①-6 

分析設備においては，分析用の標準試料及び分

析装置の校正用に少量の核燃料物質を使用す

る。他◇6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析①-7(P159 から) 

分析①-8(P161 から) 

分析①-9(P163 から) 

分析①-10(P165 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析③-1,2(P7 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「中央制御室等」について対象を明確にした。 

【「等」の解説】 

「分析建屋等に設置する分析装置等」とは，以

下の設備の総称として示すものである。 

・前処理建屋，精製建屋の主要建屋の分析移送

装置 

・分析建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋等の分析装置 

・分析建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋等のグローブボックス等 

・分析建屋の分析済溶液処理系 
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9.8.2 設計方針 

(１) 分析設備は，再処理施設内の各施設から

分析試料を採取，移送及び分析できる設計とす

る。分析①-7 

 

(２)分析装置は，対象となる分析試料の汚染の

程度を確認することを考慮に入れ，必要に応じ

て分析試料を取り扱う部分をグローブボックス

等に収納するとともに，グローブボックス等

は，気体廃棄物の廃棄施設により負圧に維持す

ることにより放射性物質の閉じ込めができる設

計とする。他◇28  
分析済溶液処理系の放射性物質を内蔵する機器

は，腐食し難い材料を使用し，かつ，漏えいし

難い構造とするとともに，万一液体状の放射性

物質が漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止

し安全に処置できる設計とする。また，気体廃

棄物の廃棄施設により負圧に維持することによ

り閉じ込め機能を確保できる設計とする。他③ 
分析済溶液処理系の濃縮操作及び抽出操作に係

る装置は，操作ボックスに収納するとともに，

操作ボックスは，気体廃棄物の廃棄施設により

負圧に維持することにより閉じ込め機能を確保

できる設計とする。他◇28  
 

(３) 分析済溶液処理系の臨界安全管理を要す

る機器は，技術的に見て想定されるいかなる場

合でも，全濃度安全形状寸法管理，濃度管理，

質量管理，同位体組成管理及び中性子吸収材管

理並びにこれらの組合せにより，単一ユニット

として臨界を防止する設計とする。また，各単

一ユニットは，適切に配置することにより，複

数ユニットの臨界を防止できる設計とする。他

◇27  
 

(４) 分析設備は，可燃性分析試薬による火災

及び爆発を防止する設計とする。他◇29  
また，分析設備の分析セル，グローブボックス

及び操作ボックスは，可能な限り不燃性材料又

は難燃性材料を使用する設計とし，閉じ込め部

材に可燃性材料のパネルを使用する場合は，パ

ネルを難燃性材料により被覆することで，火災

の発生を想定しても閉じ込め機能を損なわない

設計とする。他◇29  
 
(５) その他 

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る分析設備

は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用で

きる設計とする。他◇7  

 

 

分析①-7(P158 へ) 
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9.8.3 主要設備の仕様 

分析設備の主要設備の仕様を第 9.8-１表に示

す。他◇2  
 

第 9.8-1 表 分析設備の主要設備の仕様  

(１) 分析試料採取装置＊ １式他◇2  

(２) 分析試料移送装置１式他◇2  

(３) 分析装置＊ １式他◇2  

(４) グローブボックス等 １式他◇11 

(５) 分析済溶液処理系 

 

ａ．分析済溶液受槽他◇11 

種 類 環状形 

基 数 １ 

容 量 約１ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

ｂ．分析済溶液供給槽他◇11 

種 類 環状形 

基 数 １ 

容 量 約 0.3ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

ｃ．濃縮液受槽他◇11 

種 類 たて置板状形 

基 数 １ 

容 量 約 0.05ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

ｄ．濃縮液供給槽他◇11 

種 類 たて置板状形 

基 数 １ 

容 量 約 0.05ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

ｅ．抽出液受槽他◇11 

種 類 たて置板状形 

基 数 １ 

容 量 約 0.05ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

ｆ．抽出残液受槽他◇11 

種 類 たて置板状形 

基 数 １ 

容 量 約 0.1ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

ｇ．分析残液受槽他◇11 

種 類 たて置板状形 
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再処理施設内の各施設に設置した分析試料採

取装置で採取した分析試料は，主として分析試

料移送装置で，分析建屋，ウラン混合脱硝建屋

及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に設置

する所定の分析装置に移送し，放射線量が極め

て低く，比較的多くの量を必要とする分析試料

は，手持ち移送にて分析建屋及び使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設に移送する設計とす

る。分析②-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 数 １ 

容 量 約 0.1ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

ｈ．分析残液希釈槽他◇11 

種 類 たて置板状形 

基 数 １ 

容 量 約 0.1ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

ｉ．回 収 槽他◇11 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約１ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

ｊ．凝縮液受槽他◇11 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約１ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

注）＊印の設備の一部は，使用済燃料の受入れ

及び貯蔵に係る設備であり，使用済燃料輸送容

器管理建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び

使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋に設置する。 
 
なお，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る分析

設備は，使用済燃料輸送容器管理建屋，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受入れ・

貯蔵管理建屋に設置し，再処理設備本体の運転

開始に先立ち使用できる。他◇7  

 

9.8.4 系統構成及び主要設備 

分析設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に

係る設備は，使用済燃料輸送容器管理建屋，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受入

れ・貯蔵管理建屋に設置し，再処理設備本体の

運転開始に先立ち使用する設計とする。他◇7  

 

(１) 系統構成 

ａ．再処理施設内の各施設に設置した分析試料

採取装置で採取した分析試料は，主として分析

試料移送装置で分析建屋等に設置する所定の分

析装置に移送し，放射線量が極めて低く，比較

的多くの量を必要とする分析試料は，手持ち移

送にて分析建屋等に移送する。分析②-1 

移送した分析試料容器の識別票の内容を確認し

た後，所定の分析を行う。他◇6  

分析結果は，中央制御室等に送り【分析①-

8】，工程管理等に使用する。他◇6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析①-8(P158 へ) 

 

 

【「等」の解説】 

「分析建屋等」について対象を明確にした。 

【「等」の解説】 

「分析建屋等」について対象を明確にした。 
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分析試料移送装置は，気送管等で構成し，移

送経路通過を確認できる設計とする。分析②-

10 

 

分析装置は，分析建屋，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋，ウラン混合脱硝建屋及び使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に設置し，分析

試料を分析項目に応じた分析ができる設計とす

る。分析②-11 

 

主要な試料採取項目として清澄・計量設備の計

量・調整槽の溶解液等とする設計とする。 分

析②-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 分析建屋にて分析試料の分析により生じる分

析済溶液については，分析試料の性状に応じて

分類し，分析済溶液処理系，液体廃棄物の廃棄

施設及び分析設備に移送する設計とする。分析

②-3 

 

分析済溶液処理系は，プルトニウムを含む分析

済溶液を小容量の回分操作による濃縮及び抽出

を行い，プルトニウムを回収し，回収したプル

トニウム溶液を分析残液とともに分離建屋一時

貯留処理設備に移送する設計とする。分析②-4 

 

 

プルトニウムを含む分析済溶液については，分

析セル，グローブボックス及びフードから分析

済溶液受槽に受け入れ，分析済溶液供給槽を経

て濃縮操作ボックスに移送し，濃縮操作ボック

ス内で濃縮を行う設計とする。分析②-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要な試料採取項目を第 9.8-1 表に示す。分析

②-2 

第 9.8-2 表 主要な試料採取項目他◇2  

 
 

ｂ．分析建屋にて分析試料の分析により生じる

分析済溶液は，分析試料の性状に応じて分類

し，分析済溶液処理系，液体廃棄物の廃棄施設

等に移送する。分析②-3 

 

 

分析済溶液処理系は，プルトニウムを含む分析

済溶液を小容量の回分操作による濃縮及び抽出

を行い，プルトニウムを回収し，回収したプル

トニウム溶液を分析残液とともに分離建屋一時

貯留処理設備に移送する設備である。分析②-4 

 

 

プルトニウムを含む分析済溶液は，グローブボ

ックス等から分析済溶液受槽に受け入れ，分析

済溶液供給槽を経て濃縮操作ボックスに移送

し，濃縮操作ボックス内で濃縮を行う。分析②

-5 

 

 

 

分析②-10(P164 から) 

 

 

 

 

 

分析②-11(P164 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

「液体廃棄物の廃棄施設等」について対象を明確

にした。 

【許可からの変更点】 

主要な試料採取項目の具体例を記載した。 

【「等」の解説】 

「分析建屋等」について対象を明確にした。 

【「等」の解説】 

「グローブボックス等」について対象を明確にした。 

【「等」の解説】 
「気送管等」に該当する設備は気送管，ジャグ通

過検知器等の総称として示すものである。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 
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濃縮液については，濃縮操作ボックスから濃縮

液受槽に受け入れ，濃縮液供給槽を経て抽出操

作ボックスに移送し，抽出操作ボックス内でプ

ルトニウムの抽出を行う設計とする。分析②-6 

 

回収したプルトニウム溶液については，抽出液

受槽に受け入れ，試料採取してプルトニウム量

を分析し，プルトニウム濃度を確認した後，回

収槽を経て分離建屋一時貯留処理設備に移送す

る設計とする。分析②-7 

 

 

 

分析残液については，分析セル，グローブボッ

クス及びフードから分析残液受槽に受け入れ，

分析残液希釈槽に移送し，試料採取してプルト

ニウム量を分析し，プルトニウム濃度を確認し

た後，回収槽を経て分離建屋一時貯留処理設備

に移送する設計とする。分析②-8 

 

 

濃縮操作に伴う凝縮液及びプルトニウムを除去

した抽出残液については，各々凝縮液受槽及び

抽出残液受槽に受け入れ，試料採取してプルト

ニウム量を分析し，プルトニウム濃度が有意量

以下であることを確認した後，液体廃棄物の廃

棄施設の低レベル廃液処理設備及び分析設備へ

移送する設計とする。分析②-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

濃縮液は，濃縮操作ボックスから濃縮液受槽に

受け入れ，濃縮液供給槽を経て抽出操作ボック

スに移送し，抽出操作ボックス内でプルトニウ

ムの抽出を行う。分析②-6 

 

回収したプルトニウム溶液は，抽出液受槽に受

け入れ，試料採取してプルトニウム量を分析

し，プルトニウム濃度を確認した後，回収槽を

経て分離建屋一時貯留処理設備に移送する。分

析②-7 

 

 

 

分析残液は，グローブボックス等から分析残液

受槽に受け入れ，分析残液希釈槽に移送し，試

料採取してプルトニウム量を分析し，プルトニ

ウム濃度を確認した後，回収槽を経て分離建屋

一時貯留処理設備に移送する。分析②-8 

 

 

 

濃縮操作に伴う凝縮液及びプルトニウムを除去

した抽出残液は，各々凝縮液受槽及び抽出残液

受槽に受け入れ，試料採取してプルトニウム量

を分析し，プルトニウム濃度が有意量以下であ

ることを確認した後，液体廃棄物の廃棄施設の

低レベル廃液処理設備等へ移送する。分析②-9 

 

分析済溶液処理系系統概要図を第 9.8-1 図に示

す。他◇2  
 

 

ｃ．分析設備では，可燃性分析試薬等を使用す

るので，分析試薬の類別保管並びに加熱機器，

裸火及び分析試薬の使用場所を制限することに

より，可燃性分析試薬等による火災及び爆発を

防止する。他◇29  
 

使用済みの可燃性分析試薬の貯槽は，接地し，

着火源を適切に排除する設計とする。他◇29  
 

(２) 主要設備 

ａ．分析試料採取装置 

分析試料採取装置は，再処理施設内の各施設に

設置し，分析試料を採取できる設計とする。分

析①-9 

 

放射性物質を含む試料を対象とする分析試料採

取装置は，気体廃棄物の廃棄施設の換気設備に

接続し，負圧を維持する設計とする。他◇28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析①-9(P158 へ) 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「グローブボックス等」について対象を明確にした。 

【許可からの変更点】 

「液体廃棄物の廃棄施設等」について対象を明確

にした。 
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ｂ．分析試料移送装置 

分析試料移送装置は，気送管等で構成し，分析

試料採取装置で分析試料を採取した分析試料容

器を所定のグローブボックス等に移送できると

ともに移送経路通過を確認できる設計とする。

分析②-10 

 

ｃ．分析装置 

分析装置は，分析建屋等に設置し，分析試料を

分析項目に応じた分析ができる設計とする。分

析②-11 

分析装置は，対象となる分析試料の汚染の程度

を確認することを考慮に入れ，必要に応じて分

析試料を取り扱う部分をグローブボックス等に

収納する設計とする。他◇28  
 

ｄ．グローブボックス等 

分析セル，グローブボックス，フード及び操作

ボックスは，気体廃棄物の廃棄施設の換気設備

に接続し，負圧を維持する設計とする。他◇28  
 

ｅ．分析済溶液処理系 

分析済溶液処理系の主要機器は，ステンレス鋼

を用い，接液部は溶接構造等とし，セルに収納

する設計とする。他◇28  
 

また，万一液体状の放射性物質が漏えいした場

合に備えて機器を収納するセルの床には，漏え

い液受皿を設置し，漏えい検知装置を用いて漏

えいを検知する設計とする。漏えいした液体状

の放射性物質は，分析済溶液受槽等へ移送する

設計とする。他◇28  
分析済溶液処理系の主要機器は，気体廃棄物の

廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備に接続し，負

圧を維持する設計とする。 
分析済溶液処理系の濃縮操作及び抽出操作に係

る装置は，操作ボックスに収納するとともに，

操作ボックスは，気体廃棄物の廃棄施設の換気

設備に接続し，負圧を維持する設計とする。他

◇28  
分析済溶液処理系で臨界安全管理を要する機器

は，全濃度安全形状寸法管理，濃度管理，質量

管理，同位体組成管理及び中性子吸収材管理並

びにこれらの組合せにより単一ユニットとして

臨界を防止する設計とする。 

また，各単一ユニットは，適切に配置すること

により，複数ユニットの臨界を防止する設計と

する。他◇27  
 

 

 

分析②-10(P162 へ) 

 

 

 

 

 

 

分析②-11(P162 へ) 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析済溶液処理系の主要設備の臨界安全管理表

を第 9.8-3 表に示す。他◇2  
 
 

 
 

9.8.5 試験・検査 

分析済溶液受槽等の機器は，据付け検査，外観

検査等の品質保証活動のもとに据付けを行う。

他◇5  

 

9.8.6 評 価 

(１) 分析設備は，分析試料採取装置，分析試

料移送装置，分析装置等を設けるので，再処理

施設内の各施設で分析試料を採取，移送及び分

析することができる。分析①-10 

 

(２) 分析装置は，対象となる分析試料の汚染

の程度を確認することを考慮に入れ，必要に応

じて分析試料を取り扱う部分をグローブボック

ス等に収納するとともに，グローブボックス等

は，気体廃棄物の廃棄施設の換気設備で負圧を

維持する設計とするので閉じ込め機能を確保で

きる。他◇28  
分析済溶液処理系の放射性物質を内蔵する機器

は，腐食し難いステンレス鋼を用い，かつ，接

液部は溶接構造等で漏えいし難い設計とし，さ

らに，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処

理設備で負圧を維持する設計とするので閉じ込

め機能を確保できる。他◇28  
分析済溶液処理系の主要機器を収納するセルの

床には，漏えい液受皿を設置し，漏えい検知装

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析①-10(P157 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1311



別紙 1-2① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十六条（安全機能を有する施設（第２章 個別項目 せん断処理施設等））（167/169） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
置を用いて漏えいを検知する設計とし，漏えい

した液体状の放射性物質を分析済溶液受槽等へ

移送する設計とするので，万一の液体状の放射

性物質の漏えいを想定しても，その拡大を防止

できる。他◇28  
分析済溶液処理系の濃縮操作及び抽出操作に係

る装置は，操作ボックスに収納するとともに，

操作ボックスは，気体廃棄物の廃棄施設の換気

設備で負圧を維持する設計とするので閉じ込め

機能を確保できる。他◇28  
 

(３) 分析済溶液処理系の臨界安全管理を要す

る機器は，技術的に見て想定されるいかなる場

合でも全濃度安全形状寸法管理，濃度管理，質

量管理，同位体組成管理及び中性子吸収材管理

並びにこれらの組合せにより，単一ユニットと

して臨界を防止できる。 

また，各単一ユニットは，適切な配置とするこ

とにより，複数ユニットの臨界を防止できる。

他◇27  
 

(４) 分析設備では，分析試薬の類別保管並び

に加熱機器，裸火及び分析試薬の使用場所を制

限するので，可燃性分析試薬による火災及び爆

発を防止できる。他◇29  
また，分析設備の分析セル，グローブボックス

及び操作ボックスは，可能な限り不燃性材料又

は難燃性材料を使用する設計とするので，火災

の発生を想定しても分析セル，グローブボック

ス及び操作ボックスの閉じ込め機能を確保でき

る。他◇29  
なお，グローブボックスの閉じ込め部材に可燃

性材料のパネルを使用する場合は，パネルを難

燃性材料により被覆する設計とするので，火災

によるパネルの損傷を考慮しても，グローブボ

ックスの閉じ込め機能を確保できる。他◇29  
使用済みの可燃性分析試薬の貯槽は，接地し，

着火源を適切に排除する設計とするので，可燃

性分析試薬による火災の発生を防止できる。他

◇29  
 

(５) その他 

分析設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に

係る設備は，使用済燃料輸送容器管理建屋，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受入

れ・貯蔵管理建屋に設置し，再処理設備本体の

運転開始に先立ち使用できる設計とする。他◇7  
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7.7 化学薬品貯蔵供給設備 

 

 化学薬品貯蔵供給設備の設計に係る共通的な

設計方針については，第 1 章 共通項目の「3. 

自然現象等」，「5. 火災等による損傷の防

止」，「7. 再処理施設内における化学薬品の

漏えいによる損傷の防止」及び「9. 設備に対

する要求」に基づくものとする。 

 

化学薬品貯蔵供給設備は，化学薬品貯蔵供給

系，窒素ガス製造供給系及び酸素ガス製造供給

系で構成する。化薬①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7.1 化学薬品貯蔵供給系 

 化学薬品貯蔵供給系は，化学薬品を貯蔵ある

いは移送する貯槽，機器及び配管並びにそれに

付随する計器で構成する。化薬②-1 

化学薬品貯蔵供給系は，再処理施設で使用す

る化学薬品の受入れ，貯蔵，調整及び供給を行

う設計とする。化薬②-2 

 化学薬品貯蔵供給系で取り扱う化学薬品は，

硝酸，水酸化ナトリウム，TBP，n－ドデカン，

硝酸ヒドラジン，硝酸ヒドロキシルアミン，炭

酸ナトリウム，NOxであり，これらは受入れ貯

槽及び移送設備から使用する各施設に移送する

設計とする。化薬②-3 

 なお，NOx については放射性廃棄物の廃棄施

設の気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理

設備のウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備に

 (４) その他の主要な事項 

(ⅱ) 化学薬品貯蔵供給設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

化学薬品貯蔵供給設備は，化学薬品貯蔵供給

系，窒素ガス製造供給系及び酸素ガス製造供給

系で構成する。化薬①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化学薬品貯蔵供給系は，再処理施設で使用す

る化学薬品の受入れ，貯蔵，調整及び供給を行

う設備である。化薬②-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.9 化学薬品貯蔵供給設備 

9.9.1 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

化学薬品貯蔵供給設備は，化学薬品貯蔵供給

系，窒素ガス製造供給系及び酸素ガス製造供給

系で構成する。他◇1  

化学薬品貯蔵供給系は，再処理施設で使用す

る化学薬品の受入れ，貯蔵，調整及び供給を行

う設備である。他◇1  

 

窒素ガス製造供給系及び酸素ガス製造供給系

は，再処理施設で使用する窒素ガス及び酸素ガ

スの製造及び供給を行う設備である。他◇1  

 

9.9.2 設計方針 

(１) 化学薬品貯蔵供給設備は，再処理施設

で使用する化学薬品を安全に受け入れ，貯蔵，

調整及び供給できる設計とする。他◇1  

 

(２) 試薬建屋の化学薬品貯蔵供給系は，化学

薬品が漏えいしたとしても，建屋外部への漏え

いの拡大を防止できる設計とする。化薬②-5 

 

9.9.3 主要設備の仕様 

化学薬品貯蔵供給設備の主要設備の仕様を第

9.9－１表に示す。他◇2  

 

9.9.4 主要設備 

化学薬品貯蔵供給系は，化学薬品を貯蔵ある

いは移送する貯槽，機器及び配管並びにそれに

付随する計器で構成する。化薬②-1 

 

 

 

化学薬品貯蔵供給系で取り扱う化学薬品は，

硝酸，水酸化ナトリウム，ＴＢＰ，ｎ－ドデカ

ン，硝酸ヒドラジン，硝酸ヒドロキシルアミ

ン，炭酸ナトリウム，ＮＯｘであり，これらは

受入れ貯槽及び移送設備から使用する各施設に

移送する。化薬②-3 

なお，ＮＯｘについては放射性廃棄物の廃棄

施設の気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処

理設備のウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化薬②-5(P168 へ) 
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おいて廃ガスから回収し，移送する設計とす

る。化薬②-4 

 

試薬建屋の化学薬品貯蔵供給系は，化学薬品

が漏えいしたとしても，建屋外部への漏えいの

拡大を防止できる設計とする。化薬②-5 

 

7.7.2 窒素ガス製造供給系 

 窒素ガス製造供給系は，再処理施設で使用す

る窒素ガスの製造及び供給を行う設計とする。

化薬③-1 

 

7.7.3 酸素ガス製造供給系 

 酸素ガス製造供給系は，再処理施設で使用す

る酸素ガスの製造及び供給を行う設計とする。

化薬④-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 窒素ガス製造供給系及び酸素ガス製造供給系

は，再処理施設で使用する窒素ガス及び酸素ガ

スの製造及び供給を行う設備である。化薬③-

1,④-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

において廃ガスから回収し，移送する。化薬②

-4 

 

 

 

 

 

 

窒素ガス製造供給系は，窒素ガス製造設備で

構成する。他◇1  

酸素ガス製造供給系は，酸素ガス製造設備で

構成する。他◇1  

 

なお，化学薬品貯蔵供給設備は，火災・爆発

の防止を図るため，適用法規に基づき，ＴＢ

Ｐ，ｎ－ドデカン及び硝酸ヒドラジンを取り扱

う設備は，着火源の排除，火災の拡大防止を考

慮した設計とする。 

 

 

第9.9-1表 化学薬品貯蔵供給設備の主要設

備の仕様 他◇2  

(１) 化学薬品貯蔵供給系 

ａ．硝酸受入れ貯槽 

基 数 １ 

容 量 約 40ｍ３ 

ｂ．水酸化ナトリウム受入れ貯槽 

基 数 １ 

容 量 約 55ｍ３ 

ｃ．ＴＢＰ受入れ貯槽 

基 数 １ 

容 量 約 18ｍ３ 

ｄ．ｎ－ドデカン受入れ貯槽 

基 数 １ 

容 量 約 18ｍ３ 

ｅ．硝酸ヒドラジン受入れ貯槽 

基 数 １ 

容 量 約 25ｍ３ 

ｆ．硝酸ヒドロキシルアミン受入れ貯槽 

基 数 １ 

容 量 約 18ｍ３ 

ｇ．炭酸ナトリウム貯槽 

基 数 １ 

容 量 約 50ｍ３ 

ｈ．ＮＯｘ製造設備 １式 

(２) 窒素ガス製造供給系 

ａ．窒素ガス製造設備 １式 

(３) 酸素ガス製造供給系 

ａ．酸素ガス製造設備 １式 

 

 

 

 

化薬②-5（P167 から） 
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別紙 1-2② 

第十六条（安全機能を有する施設） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

せん

断① 

せん断処理施設に係る設備の

系列数及び収納場所 
許可事項の展開 － － ａ  

せん

断② 

せん断処理施設全体に係る基

本設計方針 
許可事項の展開 － － ａ  

せん

断③ 

燃料供給設備の系統構成及び

主要機器の設計方針 
許可事項の展開 － － ａ  

せん

断④ 

せん断処設備の系統構成及び

主要機器の設計方針 
許可事項の展開 － － ａ  

溶解

① 

溶解施設に係る設備の系列数

及び収納場所 
許可事項の展開 － － ａ  

溶解

② 

溶解施設全体に係る基本設計

方針 
許可事項の展開 － － ａ  

溶解

③ 

溶解設備の系統構成及び主要

機器の設計方針 
許可事項の展開 － － ａ  

溶解

④ 

清澄・計量設備の系統構成及び

主要機器の設計方針 
許可事項の展開 － － ａ  

分離

① 

分離施設に係る設備の系列数

及び収納場所 
許可事項の展開 － － ａ  

分離

② 

分離施設全体に係る基本設計

方針 
許可事項の展開 － － ａ  

分離

③ 

分離設備の系統構成及び主要

機器の設計方針 
許可事項の展開 － － ａ  

分離

④ 

分配設備の系統構成及び主要

機器の設計方針 
許可事項の展開 － － ａ  

分離

⑤ 

分離建屋一時貯留処理設備の

系統構成及び主要機器の設計

方針 

許可事項の展開 － － ａ  

精製

① 

精製施設に係る設備の系列数

及び収納場所 
許可事項の展開 － － ａ  

精製

② 

精製施設全体に係る基本設計

方針 
許可事項の展開 － － ａ  

精製

③ 

ウラン精製設備の系統構成及

び主要機器の設計方針 
許可事項の展開 － － ａ  

精製

④ 

プルトニウム精製設備の系統

構成及び主要機器の設計方針 
許可事項の展開 － － ａ  

精製

⑤ 

精製建屋一時貯留処理設備の

系統構成及び主要機器の設計

方針 

許可事項の展開 － － ａ  
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脱硝

① 

脱硝施設に係る設備の系列数

及び収納場所 
許可事項の展開 － － ａ  

脱硝

② 

脱硝施設全体に係る基本設計

方針 
許可事項の展開 － － ａ  

脱硝

③ 

ウラン脱硝設備の系統構成及

び主要機器の設計方針 
許可事項の展開 － － ａ  

脱硝 

④ 

ウラン・プルトニウム混合脱硝

設備の系統構成及び主要機器

の設計方針 

許可事項の展開 － － ａ  

酸溶

① 

酸及び溶媒の回収施設に係る

設備の系列数及び収納場所 
許可事項の展開 － － ａ  

酸溶

② 

酸及び溶媒の回収施設全体に

係る基本設計方針 
許可事項の展開 － － ａ  

酸溶 

③ 

酸回収設備の系統構成及び主

要機器の設計方針 
許可事項の展開 － － ａ  

酸溶 

④ 

溶媒回収設備の系統構成及び

主要機器の基本設計方針 
許可事項の展開 － － ａ  

圧空

① 

圧縮空気設備の系統構成及び

主要機器の設計方針 
許可事項の展開 － － ａ  

圧空

② 

一般圧縮空気系の系統構成及

び主要機器の設計方針 
許可事項の展開 － － ａ  

圧空

③ 

一般圧縮空気系の共用に関す

る基本設計方針 
許可事項の展開 － － ａ  

圧空

④ 

安全圧縮空気系の系統構成及

び主要機器の設計方針 
許可事項の展開 － － ａ  

給水

① 

給水処理設備の系統構成及び

主要機器の設計方針 
許可事項の展開 － － ａ  

給水

② 

給水処理設備の共用に関する

基本設計方針 
許可事項の展開 － － ａ  

分析

① 

分析設備の基本設計方針と収

納場所 
許可事項の展開 － － ａ  

分析 

② 

分析設備の系統構成及び主要

機器の設計方針 
許可事項の展開 － － ａ  

分析

③ 

分析設備の共用に関する基本

設計方針 
許可事項の展開 － － ａ  

化薬

① 

化学薬品貯蔵供給設備の系統

構成及び主要機器の設計方針 
許可事項の展開 － － ａ  

化薬

② 

化学薬品貯蔵供給系の系統構

成及び主要機器の設計方針 
許可事項の展開 － － ａ  

化薬

③ 

窒素ガス製造供給系の系統構

成及び主要機器の設計方針 
許可事項の展開 － － ａ  
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化薬

④ 

酸素ガス製造供給系の系統構

成及び主要機器の設計方針 
許可事項の展開 － － ａ  

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

他□1  一般事項  

一般事項であるため，基本設計方針に記載しない（図面

の呼び込み，記載箇所の呼び込み等） 

 

－ 

他□2  設備仕様  仕様表に記載する項目であるため，記載しない。 d  

他□3  運転条件に関する事項 
設備の設計に直接関係の無い事項であるため，記載しな

い。 
－ 

他□4  再処理施設の位置 
再処理施設の位置に関する概要説明であるため，基本設

計方針に記載しない。 
－ 

他□5  建屋の仕様 
仕様を特定する必要がない建屋であるため，基本設計方

針に記載しない。 
－ 

他□6  
他条文で展開する事項 

(第 16 条) 

第 16 条「安全機能を有する施設」にて，説明する内容の

ため記載しない。 
－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

他◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）と重複しているた

め，記載しない。 
－ 

他◇2  一般事項  

一般事項であるため，基本設計方針に記載しない（図面

の呼び込み，記載箇所の呼び込み等） 

 

－ 

他◇3  
使用済燃料の貯蔵施設に係る

基本設計方針 

使用済燃料の貯蔵施設に係る基本設計方針であるため，

記載しない。 
－ 

他◇4  自主対策設備に関する事項 
許認可上の安全機能を有する施設に該当しないため，記

載しない。 
－ 

他◇5  機器の据付 
別添Ⅳ「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」

に関する設計方針であるため，記載しない。 
c 

他◇6  運転条件に関する事項 
設備の設計に直接関係の無い事項であるため，記載しな

い。 
－ 

他◇7  先行使用に関する事項 
既に再処理施設本体と接続しているため，基本設計方針

として記載しない。 
－ 

他◇8  

他条文で展開する事項 

(第 20 条) 

 

第 20 条「計測制御系統施設」にて，説明する内容のため

記載しない。（第 2Gr 以降申請事項） 
 

他◇9  

他条文で展開する事項 

(第 22 条) 

 

第 22 条「安全保護回路」にて，説明する内容のため記載

しない。（第 2Gr 以降申請事項） 
 

他◇10  
他条文で展開する事項 

(第 29 条) 

第 29 条「保安電源設備」にて，説明する内容のため記載

しない。（第 2Gr 以降申請事項） 
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他◇11  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

他◇12  
建物に関する基本事項（第 16

条） 

第 16 条「安全機能を有する施設」に関する基本事項であ

るため記載しない。 
－ 

他◇13  
安全蒸気ボイラを収納する位

置及び設置区画 

安全蒸気ボイラを設置する位置及び設置区画について

は，添付書類にて示すため，基本設計方針には記載しな

い。 

f 

他◇14  再処理施設の位置 
再処理施設の位置に関する概要説明であるため，基本設

計方針に記載しない。 
－ 

他◇15  

建物に関する基本事項（第 10

条，第 24 条，第 27 条，第 28

条） 

第 10 条「閉じ込めの機能」，第 24 条「廃棄施設」，第 27

条「遮蔽」及び第 28 条「換気設備」に関する基本事項で

あるため記載しない。 

－ 

他◇16  
建物に関する基本事項（第 25

条） 

第 25 条「保管廃棄施設」に関する基本事項であるため記

載しない。（第 2Gr 以降申請事項） 
－ 

他◇17  
建物に関する基本事項（第９

条） 

第９条「再処理施設への人の不法な侵入等の防止」に関

する基本事項であるため記載しない。 
－ 

他◇18  
建物に関する基本事項（第８

条） 

第８条「外部からの衝撃による損傷の防止」に関する基

本事項であるため記載しない。 
－ 

他◇19  
建物に関する基本事項（第５

条） 

第５条「安全機能を有する施設の地盤」に関する基本事

項であるため記載しない。 
－ 

他◇20  
建物に関する基本事項（第６

条） 

第６条「地震による損傷の防止」に関する基本事項であ

るため記載しない。 
－ 

他◇21  
建物に関する基本事項（第 29

条） 

第 29 条「保安電源設備」に関する基本事項であるため記

載しない。（第 2Gr 以降申請事項） 
－ 

他◇22  
建物に関する基本事項（第 14

条） 

第 29 条「安全避難通路等」に関する基本事項であるため

記載しない。 
－ 

他◇23  建屋が収納する設備 各個別項目で展開する。 － 

他◇24  セルに収納する機器 セルに設置される機器は配置図及び系統説明図に示す。 f 

他◇25  核燃料物質の同位体組成 
添付書類記載事項であるため，基本設計方針には記載し

ない。 
b 

他◇26  
仕様を示さない建屋 

建屋の仕様 

仕様を特定する必要がない建屋であるため，基本設計方

針に記載しない。 
－ 

他◇27  
他条文で展開する事項 

(第 4 条) 

第 4 条「核燃料物質の臨界防止」にて，説明する内容の

ため記載しない。（第 2Gr 以降申請事項） 
－ 

他◇28  
他条文で展開する事項 

(第 10 条) 

第 10 条「閉じ込めの機能」にて，説明する内容のため記

載しない。 
－ 

他◇29  
他条文で展開する事項 

(第 11 条) 

第 11 条「火災等による損傷の防止」にて，説明する内容

のため記載しない。 
－ 
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他◇30  
他条文で展開する事項 

(第 18 条) 

第 18 条「搬送設備」にて，説明する内容のため記載しな

い。（第 2Gr 以降申請事項） 
－ 

他◇31  
他条文で展開する事項 

(第 15 条) 

第 15 条「安全上重要な施設」にて，説明する内容のため

記載しない。 
－ 

他◇32  
他条文で展開する事項 

(第 16 条) 

第 16 条「安全機能を有する施設」にて，説明する内容の

ため記載しない。 
－ 

他◇33  
他条文で展開する事項 

(第 27 条) 

第 27 条「遮蔽」にて，説明する内容のため記載しない。 

（第 2Gr 以降申請事項） 
－ 

他◇34  
他条文で展開する事項 

(第 8 条) 

第 8 条「外部からの衝撃による損傷の防止」にて，説明

する内容のため記載しない。 
－ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 
Ⅵ－1－1－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性

に関する説明書 

b 添付Ⅰ 核燃料物質の臨界防止に関する説明書 

c 別添Ⅳ  設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 

d 別添Ⅱ（仕様表） 

e Ⅵ－２－３ 系統図 

f Ⅵ－２－４ 配置図 
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別紙１② 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十八条（搬送設備）（1 / 25） 

 

 

 技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（搬送設備） 

第十八条 

使用済燃料等を搬送する設備

（人の安全に著しい支障を及

ぼすおそれがないものを除

く。）は、次に掲げるところ

によるものでなければならな

い。 

 

 

一 通常搬送する必要がある

使用済燃料等を搬送する能力

を有するものであること。① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 搬送中の使用済燃料が破

損するおそれがないこと。② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 共通項目 

9 設備に対する要求 

9.4 搬送設備 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料等の放射性物質を搬送す

る設備（人の安全に著しい支障を及ぼ

すおそれがないものとして低レベル放

射性物質等を搬送する設備を除く。以

下，「搬送設備」という。）は，使用

済燃料等の放射性物質を搬送する能力

として必要な容量を有する設計とす

る。① 

 

 

搬送設備による再処理施設における

使用済燃料等の放射性物質の工程内及

び工程間の移動は，放射性物質を収納

する容器等によるものとし，放射性物

質の閉じ込めの措置等の適切な設計を

行う。④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

搬送設備は，放射性物質を収納する

容器等の閉じ込め機能に影響を及ぼさ

ないよう，逸走防止，落下防止又は転

倒防止のための機構を設ける設計とす

る。②-1-1～42②-2-1～36 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、再処理施設の位置，構造及び設備並

びに再処理の方法 

Ａ．再処理施設の位置，構造及び設備 

ロ．再処理施設の一般構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四.A.ロ(3)使用済燃料等の閉じ込めに関

する構造 

安全機能を有する施設は，放射性物質

を系統若しくは機器に閉じ込める，又は

漏えいした場合においても，セル，グロ

ーブボックス及びこれらと同等の閉じ込

め機能を有する施設（以下「セル等」と

いう。）若しくは建屋内に保持し，放射

性物質を限定された区域に閉じ込める設

計とする。①,②,③,④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.6 放射性物質の移動に関する設計 

 再処理施設における放射性物質の工程

内及び工程間の移動は，配管【◇9 】，

容器等によるものとし，閉じ込め，臨界

防止，【◇10 】遮蔽【◇8 】のための措置

等適切な安全対策を講ずる設計とする。

④ 

 (３) 固体状の放射性物質は，容器等

により移送する設計とする。【④】ただ

し，使用済燃料集合体は，使用済燃料輸

送容器から取り出した後は燃料貯蔵プー

ル内，セル内等において移送する設計と

する。また，ガラス固化体は，固化セル

移送台車等により建物内又は洞道内を移

送する設計とする。◇1  

 

 

 

 

1.7.6.3 落下防止に関する設計 

 放射性物質を収納する容器等を搬送す

る機器は，容器等が落下し難い構造とす

る【②-1-1】とともに，駆動源喪失時に

おけるつり荷の保持【③-1】及び逸走防

止等を考慮した設計とする。②-2-1 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 個別項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 燃料取扱設備 

燃料体等の取扱設備は，燃料取替機，

原子炉建屋クレーン，チャンネル着脱機

及び使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレー

ンで構成し，燃料取替機，原子炉建屋ク

レーン及びチャンネル着脱機は，新燃料

を原子炉建屋原子炉棟に搬入してから原

子炉建屋原子炉棟外へ搬出するまで，燃

料体等を安全に取り扱うことができる設

計とする。 

使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン

は，使用済燃料乾式貯蔵建屋内において

使用済燃料乾式貯蔵容器を安全に取り扱

うことができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建屋クレーンは，フック部の外れ

止めを有し，使用済燃料輸送容器等を取

り扱う主巻フックは，ストッパ方式のイ

コライザハンガを設けることにより，燃

料体等の重量物取扱中に落下を防止でき

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ (P2 へ) 

 

① 

(P2,3,8,13,14,15,17

,18,20 から) 

 

 

 

 

 

 

 

②-1 

(P2,5,6,7,8,10,11,1

2,13,14,15,16,17,18

,19,20,21,22 から) 

②-2 

(P2,5,6,7,8,10,11,1

2,13,14,15,16,17,18

,19,20,21,22 から) 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

落下及び転倒を防止する

要求は同様であるが、再

処理施設は搬送設備が多

いためまとめて記載して

いる。 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

  ：発電炉との差異の理由     ：許可からの変更点等 

【凡例】 

②（P3）から 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

条文要求が異なる（取扱中に燃

料体等が破損しないという要求

がある）ことによる記載の相

違。 

【許可からの変更点】 

許可に記載されている落下防

止等の対策に係る具体方針に

ついては仕様表で記載してい

るため，基本設計方針ではま

とめて記載した。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉は第２章個別項目の

ため，各個別装置単位で設

計を記載しているが，再処

理施設は第１章共通項目の

ため，方針をまとめて記載

している。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

落下による放射性物質の閉じ込め機能

喪失を防止することから、搬送設備

は、許可本文の閉じ込めに該当し、基

本設計方針に反映した。 

【「等」の解説】 

「使用済燃料等」については，使

用済燃料，ガラス固化体等がある

が，具体については仕様表で記載

するため，当該箇所では「等」で

記載している。 

【許可からの変更点】 

技術基準規則の要求を踏まえ，搬

送設備が使用済燃料等の放射性物

質を搬送する能力として必要な容

量を有する設計とすることを明確

にするため記載している。 

【許可からの変更点】添六

1.7.6.3 の落下防止に関する設計

の文及び添六 3.1.2 他各設備の落

下防止等に係る具体方針の文から

技術基準規則を踏まえ表現を見直

した。 

【「等」の解説】 

「放射性物質を収納する容器

等」については，使用済燃料

集合体，ガラス固化体，ウラ

ン酸化物貯蔵容器，混合酸化

物貯蔵容器等があるが，具体

については仕様表で記載する

ため，当該箇所では「等」で

記載している。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では燃料体等を安全に

取り扱うことができると記載

しているとこをを，技術基準

規則の記載を踏まえ，使用済

燃料等の放射性物質を搬送す

る能力として必要な容量を有

することと記載した。 
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（再掲） 

二 搬送中の使用済燃料が破

損するおそれがないこと。② 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 使用済燃料等を搬送する

ための動力の供給が停止した

場合に、使用済燃料等を安全

に保持しているものであるこ

と。③ 

 

 

 

放射性物質を収納する容器等は，仮

に落下しても破損しない高さ以下で取

り扱う設計とする。②-3-1～12 

 

 

 

  

 

 

 

搬送設備は，放射性物質を収納する

容器等を搬送するための動力の供給が

停止した場合，放射性物質を収納する

容器等の落下及び脱落を防止する機構

により，搬送中の放射性物質を収納す

る容器等を安全に保持する設計とす

る。③-1～24 

 

なお，搬送設備に係る個別設備の設

計方針については，第２章 個別項目

の「1. 使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設」，「2.1 せん断処理施

設」，「2.5 脱硝施設」，「3. 製品

貯蔵施設」及び「5.3 固体廃棄物の廃

棄施設」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ．使用済燃料の受入施設及び貯蔵施設

の構造及び設備 

(１) 構  造 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

は，使用済燃料の受入れ施設及び使用済

燃料の貯蔵施設で構成する。□1  

(ⅰ) 設計基準対象の施設 

(ａ) 使用済燃料の受入れ施設 

 使用済燃料の受入れ施設は，キャスク

に収納され再処理施設に輸送された使用

済燃料集合体を受け入れる使用済燃料受

入れ設備２系列（一部１系列）で構成す

る。□1  

 

(ｂ) 使用済燃料の貯蔵施設 

 使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料

集合体を貯蔵し，せん断処理施設へ移送

する使用済燃料貯蔵設備１系列（一部２

系列）で構成する。□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設 

3.1 設計基準対象の施設 

3.1.1 概  要 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

は，使用済燃料の受入れ施設及び使用済

燃料の貯蔵施設で構成する。◇2  

 

 使用済燃料の受入れ施設は，キャスク

の受入れ及びキャスクからの使用済燃料

集合体の取出しを行う使用済燃料受入れ

設備である。◇2  

 

 

 使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料

集合体を再処理するまでの期間の貯蔵及

びせん断処理施設への送出しを行う使用

済燃料貯蔵設備である。◇2  

 

3.1.2 設計方針 

(７) 落下防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料取替機，原子炉建屋クレーン，チャ

ンネル着脱機及び使用済燃料乾式貯蔵建

屋天井クレーンは，動力電源喪失時に電

磁ブレーキによる保持機能により，燃料

体等の落下を防止できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新燃料は，原子炉建屋原子炉棟内に設

ける新燃料貯蔵庫から原子炉建屋クレー

ン及びチャンネル着脱機を介して使用済

燃料プールに移し，燃料取替機により発

電用原子炉に装荷できる設計とする。 

また，燃料の取替えは，原子炉上部の

原子炉ウェルに水を張り，水中で燃料取

替機により行うことができる設計とす

る。 

使用済燃料は，遮蔽に必要な水深を確

保した状態で，燃料取替機により水中移

送し，原子炉建屋原子炉棟内の使用済燃

料プールの使用済燃料貯蔵ラックに貯蔵

できる設計とする。又は，使用済燃料プ

ールに 7年以上貯蔵した後，使用済燃料

乾式貯蔵設備に貯蔵できる設計とする。 

 

使用済燃料の発電所外への搬出には，

使用済燃料輸送容器を使用する。また，

使用済燃料乾式貯蔵容器に収納された使

用済燃料を発電所外へ搬出する場合に

 

 

 

 

 

②-3 

(P5,6,7,10,11,12,14

,18,19 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

(P1,3,5,6,7,8,10,12

,13,14,15,16,17,18,

19,20,21,22 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書に基づき，取扱い高

さについて記載している。 

③（P4）から 

【許可からの変更点】 

許可に記載されている取扱い高さに係

る具体方針については仕様表で記載し

ているため，基本設計方針では全体の

方針をまとめて記載した。 

【許可からの変更点】添六 1.7.6.3

の落下防止に関する設計の文及び添

六 3.1.2 他各設備の落下防止等に係

る具体方針の文から技術基準規則三

を踏まえ表現を見直した。 

【許可からの変更点】 

許可に記載されている落下防

止等の対策に係る具体方針に

ついては仕様表で記載してい

るため，基本設計方針ではま

とめて記載した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の搬送設備は第１章

共通項目であり，第 2章個別項

目で個別設備の設計方針を記載

しているため、個別項目の読み

込みを記載した。 
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(２) 主要な設備及び機器の種類 

(ⅰ) 設計基準対象の施設 

 

(ａ) 使用済燃料受入れ設備□1  

 

 

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備 

 

使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレー

ン            １ 台□1  

 

 

 

使用済燃料輸送容器移送台車 １ 式□1  

 

 

 

燃料取出し設備 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレー

ン     ２ 台（１台／系列）□1  

 

 

 

 

燃料取出し装置 ２ 台（１台／系列）

□1  

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 使用済燃料貯蔵設備□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 燃料取扱装置等は，駆動源喪失時にお

けるつり荷の保持【③-2】は逸走防止を

行い【②-2-2】，移送物の落下，転倒等

を防止する設計とする。②-1-2 

 

3.1.3 主要設備の仕様 

(１) 使用済燃料受入れ設備 

 使用済燃料受入れ設備の主要設備の仕

様を第３－１表に示す。◇2  

第３－１表  使用済燃料受入れ設備の主

要設備の仕様◇2  

(１) 使用済燃料輸送容器受入れ・保管

設備＊ 

ｂ．使用済燃料輸送容器管理建屋天井ク

レーン 

 種  類   天井走行形 

 台  数   １ 

 容  量①   約 150t 

ｃ．使用済燃料輸送容器移送台車 

 種  類   床面軌道走行形 

 台  数   １ 

 容  量①   約 150t 

(２) 燃料取出し設備＊ 

ａ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井ク

レーン 

 種  類   天井走行形 

 台  数   ２（１台／系列×２系

列） 

 容  量①     約 150t／台 

ｅ．燃料取出し装置 

 種  類   床面走行橋形 

 台  数   ２（１台／系列×２系

列） 

 容  量① 燃料集合体１体／台 

注）＊印の設備は，再処理設備本体の運

転開始に先立ち使用する。 

 

(２) 使用済燃料貯蔵設備 

 使用済燃料貯蔵設備の主要設備の仕様

を第３－２表に示す。◇2  

第３－２表 使用済燃料貯蔵設備の主要

設備の仕様◇2  

(１) 燃料貯蔵設備＊ 

ｃ．燃料取扱装置 

 種  類   床面走行橋形 

 台  数   ３（ＢＷＲ燃料用１

台，ＰＷＲ燃料用１

台，ＢＷＲ燃料及びＰ

ＷＲ燃料用１台） 

容  量①  燃料集合体１体／台 

(２) 燃料移送設備＊ 

は，使用済燃料プールへ使用済燃料乾式

貯蔵容器を運搬し，使用済燃料輸送容器

に使用済燃料の詰め替えを行った後，キ

ャスク除染ピットで使用済燃料輸送容器

の除染を行い発電所外へ搬出する。 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建屋クレーンは，フック部の外れ

止めを有し，使用済燃料輸送容器等を取

り扱う主巻フックは，ストッパ方式のイ

コライザハンガを設けることにより，燃

料体等の重量物取扱中に落下を防止でき

る設計とする。 

また，想定される使用済燃料プール内へ

の落下物によって使用済燃料プール内の

燃料体等が破損しないことを計算により

確認する。 

 

なお，ワイヤロープ及びフックは，それ

ぞれクレーン構造規格，クレーン等安全

規則の規定を満たす安全率を有する設計

とする。 

 

燃料取替機の燃料把握機は，昇降を安全

かつ確実に行うため，定格荷重を保持で

き，必要な安全率を有するワイヤロープ

の二重化，フック部の外れ止めを有し，

グラップルには機械的インターロックを

設ける設計とする。 

 

チャンネル着脱機は，下限ストッパによ

る機械的インターロック及び燃料体等を

上部で保持する固定具により燃料体等の

使用済燃料プール床面への落下を防止で

きる設計とする。 

 

使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン

は，定格荷重を保持でき，必要な安全率

を有するワイヤロープの二重化，フック

部の外れ止めを有する設計とする。ま

た，重量物を吊った状態において，使用

済燃料乾式貯蔵建屋に設置された他のキ

ャスクと接触しないよう，走行及び横行

範囲のインターロックを設ける設計とす

る。 

 

 

③（P2 へ） 

②-2（P1 へ） 

②-1（P1 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①（P1 へ） 

 

 

 

①（P1 へ） 

 

 

 

 

 

 

①（P1 へ） 

 

 

 

 

①（P1 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①（P1 へ） 

 

②（P1）へ 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電所外の運搬は発電所の所掌であるため、再処理

施設では規定しない。 
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燃料移送水中台車   ２ 台□1  

 

燃料取扱装置     ３ 台□1  

 

 

 

バスケット取扱装置  １ 台□1  

 

 

 

バスケット搬送機   ２ 台（１台／

系列）□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．燃料移送水中台車 

 種  類   軌道走行形 

 台  数   ２（１台／系列×２系

列） 

 主要材料   ステンレス鋼 

(３) 燃料送出し設備 

ｄ．バスケット取扱装置 

 種  類   床面走行橋形 

 台  数   １ 

 容  量①   バスケット１基 

ｅ．バスケット搬送機 

 種  類   軌道走行形 

 台  数   ２（１台／系列×２系

列） 

 容  量① バスケット１基／台 

＊印の設備は，再処理設備本体の運転開

始に先立ち使用する。 

 

3.1.4 系統構成及び主要設備 

3.1.4.1 使用済燃料受入れ設備 

(１) 系統構成 

使用済燃料受入れ設備は，キャスクの受

入れ及びキャスクからの使用済燃料集合

体の取出しを行う設備であり，使用済燃

料輸送容器受入れ・保管設備，燃料取出

し準備設備，燃料取出し設備，使用済燃

料輸送容器返却準備設備及び使用済燃料

輸送容器保守設備で構成する。◇2  

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備

は，トレーラトラックで使用済燃料輸送

容器管理建屋に搬入したキャスクを使用

済燃料輸送容器管理建屋天井クレーンを

用いて使用済燃料輸送容器移送台車に積

み替え，遮蔽を考慮した使用済燃料収納

使用済燃料輸送容器保管庫に移送する。

ここで一時保管した後，使用済燃料輸送

容器移送台車により使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に搬入する。◇2  

燃料取出し準備設備は，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に搬入したキャスクから緩

衝体を取り外し，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋天井クレーンにより燃料取出し準

備室にキャスクを移送する。ここで，キ

ャスク内部の浄化のため，キャスクの内

部水の入替えを行った後，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋天井クレーンを用いてキ

ャスクを移送し，燃料取出しピットの防

染バケットに収納する。キャスクからの

排水は，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設廃液処理系へ移送できる設計とす

る。◇2  

燃料取替機は，燃料体等の取扱中に過荷

重となった場合に上昇を阻止するインタ

ーロックを設けるとともに荷重監視を行

うことにより，過荷重による燃料体等の

落下を防止できる設計とする。 

 

燃料取替機は，燃料体等の取扱中に過荷

重となった場合に上昇を阻止するインタ

ーロックを設けるとともに荷重監視を行

うことにより，過荷重による燃料体等の

落下を防止できる設計とする。 

 

燃料取替機は，地震時にも転倒すること

がないように走行レール頭部を抱き込む

構造をした脱線防止装置を設ける。 

 

原子炉建屋クレーンは，地震時にも転倒

することがないように走行方向及び横行

方向に対して，クレーン本体等の浮上り

量を考慮し，落下防止金具等を設けるこ

とで，クレーン本体等の車輪がレール上

から落下しない設計とする。 

 

また，原子炉建屋クレーンは，使用済燃

料輸送容器等の重量物を吊った状態で

は，使用済燃料貯蔵ラック上を走行でき

ないようにインターロックを設ける設計

とする。 

 

使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン

は，地震時にも転倒することがないよう

に走行レール頭部を抱き込む構造をした

脱線防止装置を設ける。 

 

 

 

燃料取替機の燃料把握機は，空気作動

式とし，燃料体等をつかんだ状態で圧縮

空気が喪失した場合にも，つかんだ状態

を保持し，燃料体等が外れない設計とす

る。 

 

燃料取替機，原子炉建屋クレーン，チ

ャンネル着脱機及び使用済燃料乾式貯蔵

建屋天井クレーンは，動力電源喪失時に

電磁ブレーキによる保持機能により，燃

料体等の落下を防止できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①（P1 へ） 

 

 

 

 

①（P1 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③（P2）へ 
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燃料取出し設備は，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋天井クレ－ンを用いて防染バケ

ットに収納したキャスクを燃料取出しピ

ット水中につり降ろし，水中でキャスク

の蓋を取り外し，燃料取出し装置を用い

て使用済燃料集合体を一体ずつキャスク

から取り出す。このとき，燃料集合体番

号を確認する。取り出した使用済燃料集

合体は，燃料仮置きピットの燃焼度計測

前燃料仮置きラックに仮置きし，計測制

御系統施設の燃焼度計測装置を用いて平

均濃縮度を測定し，平均濃縮度が 3.5ｗ

ｔ％以下であることを確認した後，燃焼

度計測後燃料仮置きラックに仮置きす

る。その後，燃料取出し装置により，使

用済燃料集合体を燃料移送水中台車上の

バスケットに収納する。◇2  

 

(２) 主要設備 

ａ．使用済燃料輸送容器管理建屋天井ク

レーン及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

天井クレーン 

使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレ

ーン及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天

井クレーンは，それぞれ使用済燃料輸送

容器管理建屋及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋に設置し，キャスクの落下防止の

ため，つりワイヤの二重化，フックへの

脱落防止金具取付けを施し【②-1-3】，

逸走防止のインターロックを設ける【②

-2-3】とともに，電源喪失時にもつり荷

を保持できるフェイルセイフ機構を有す

る構造とする。③-3 

 また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天

井クレーンは，脱輪防止装置を設け，地

震時にも落下することのない構造とする

とともに，【②-1-4】燃料貯蔵プール上

及び燃料仮置きピット上を通過しない配

置とし，万一のキャスクの落下の場合に

も燃料貯蔵プ－ルの機能を喪失しないよ

うにする。②-2-4 

ｂ．使用済燃料輸送容器移送台車 

使用済燃料輸送容器移送台車は，遠隔

自動運転とし，運転を安全，かつ，確実

に行うため逸走防止のインターロックを

設ける【②-2-5】とともに，転倒し難い

構造とする。②-1-5 

ｃ．燃料取出し装置 

燃料取出し装置は，つりワイヤを二重

化し，フックに脱落防止機構を施すとと

もに【②-1-6】，電源喪失時又はつかみ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-1（P1 へ） 

②-2（P1 へ） 

 

 

③（P2 へ） 

 

 

 

②-1（P1 へ） 

 

 

 

②-2（P1 へ） 

 

 

 

 

②-2（P1 へ） 

②-1（P1 へ） 

 

 

 

②-1（P1 へ） 
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具駆動用の空気源喪失時にも使用済燃料

集合体が落下することのないフェイルセ

イフ機構を有する構造とする。③-4 

 また，燃料取出し装置は，遠隔自動運

転とし，運転を安全，かつ，確実に行う

ため使用済燃料集合体のつり上げ高さを

６ｍ以下【②-3-1】とし，使用済燃料集

合体のつかみ不良時及び荷重異常時のつ

り上げ防止，逸走防止のインターロック

を設ける。②-2-6 

 

 

3.1.4.2 使用済燃料貯蔵設備 

(１) 系統構成 

 使用済燃料貯蔵設備は，使用済燃料受

入れ設備から移送された使用済燃料集合

体をせん断処理施設に送り出すまでの間

貯蔵する設備であり，燃料移送設備，燃

料貯蔵設備，燃料送出し設備，プール水

浄化・冷却設備及び補給水設備で構成す

る。◇2  

 燃料移送設備は，燃料移送水中台車を

用いて，バスケットに収納された使用済

燃料集合体又は燃料収納缶に収納された

使用済燃料集合体の燃料取出し設備，燃

料貯蔵設備間の移送及び燃料貯蔵設備，

燃料送出し設備間の移送を行う。◇2  

 燃料貯蔵設備は，燃料取出し設備から

燃料移送水中台車で移送した使用済燃料

集合体を１体ずつ燃料取扱装置を用いて

バスケットから取り出し，平均濃縮度が

2.0ｗｔ％以下のものは，燃料貯蔵プー

ルの低残留濃縮度燃料貯蔵ラックに収納

し，貯蔵する。平均濃縮度が 2.0ｗｔ％

を超えるもの及び著しい漏えいのある破

損燃料は，燃料収納缶に収納した状態で

燃料移送水中台車を用いて燃料貯蔵設備

に移送し，燃料取扱装置の補助ホイスト

で取り扱い，燃料貯蔵プールの高残留濃

縮度燃料貯蔵ラックに収納し，貯蔵す

る。◇2  

燃料送出し設備は，バスケットに収納さ

れ，燃料貯蔵設備から燃料送出しピット

に移送された使用済燃料集合体を，バス

ケット単位でバスケット取扱装置を用い

てバスケット仮置き架台に一時仮置きし

た後，バスケット搬送機に装荷し，せん

断処理施設に送り出す。◇2  

 

(２) 主要設備 

ｃ．燃料取扱装置 

 

 

③（P2 へ） 

 

 

 

②-3（P2 へ） 

 

 

②-2（P1 へ） 
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燃料取扱装置は，つりワイヤを二重化

し，フックに脱落防止機構を施すととも

に【②-1-7】，電源喪失時及びつかみ具

駆動用の空気源喪失時にも使用済燃料集

合体が落下することのないフェイルセイ

フ機構を有する構造とする。③-5 

 また，燃料取扱装置は遠隔自動運転と

し，運転を安全，かつ，確実に行うため

使用済燃料集合体のつり上げ高さを６ｍ

以下【②-3-2】とし，燃料のつかみ不良

又は荷重異常時のつり上げ防止及び逸走

防止のインターロックを設ける。②-2-7 

ｄ．燃料移送水中台車 

燃料移送水中台車は，遠隔自動運転と

し，運転を安全，かつ，確実に行うため

逸走防止のインターロックを設ける【②

-2-8】とともに，転倒し難い構造とす

る。②-1-8 

ｅ．バスケット取扱装置 

バスケット取扱装置は，つり上げ機構

を二重化し，フックに脱落防止機構を施

す【②-1-9】とともに，電源喪失時又は

つかみ具駆動用の空気源喪失時にもバス

ケットが落下することのないフェイルセ

イフ機構を有する設計とする。③-6 

 また，バスケット取扱装置は，遠隔自

動運転とし，運転を安全，かつ，確実に

行うためバスケットのつり上げ高さを

0.35ｍ以下【②-3-3】とし，バスケット

落下防止のインターロックを設ける。②

-2-9 

ｆ．バスケット搬送機 

バスケット搬送機は，つり上げ機構を

二重化し【②-1-10】，電源喪失時にも

バスケットが下降しない構造とする。③

-7 

 また，バスケット搬送機は，遠隔自動

運転とし，運転を安全，かつ，確実に行

うため転倒防止【②-1-11】及び逸走防

止のインターロックを設ける。②-2-10 

 

3.1.6 評  価 

(７) 落下防止 

 燃料取扱装置等の移送機器は，つりワ

イヤの二重化，駆動源喪失時におけるつ

り荷の保持機構，逸走防止等のインター

ロックを設けているので，移送物の落

下，転倒等を防止することができる。 

 また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天

井クレーンは，燃料貯蔵プール上を通過

しない配置としているので，貯蔵燃料へ

 

 

②-1（P1 へ） 

 

 

③（P2 へ） 

 

 

 

②-3（P2 へ） 

 

②-2（P1 へ） 

 

 

 

②-2（P1 へ） 

 

②-1（P1 へ） 

 

 

 

②-1（P1 へ） 

 

 

③（P2 へ） 

 

 

 

②-3（P2 へ） 

②-2（P1 へ） 

 

 

 

②-1（P1 へ） 

③（P2 へ） 

 

 

 

②-1（P1 へ） 

②-2（P1 へ） 
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ニ．再処理設備本体の構造及び設備 

 (１) せん断処理施設 

 (ⅰ) 構  造 

 せん断処理施設は，使用済燃料集合体

を使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯

蔵設備から受け入れて，せん断処理設備

へ供給する燃料供給設備２系列及び使用

済燃料集合体をせん断処理し，溶解施設

の溶解設備に移送するせん断処理設備２

系列で構成し，前処理建屋に収納する。

□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

(ａ) 燃料供給設備□2  

 

 

 

 燃料横転クレ－ン  ２ 台（１台／

系列）□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の重量物の落下を防止することができ

る。◇3  

 

4.2 せん断処理施設 

4.2.1  概    要 

 せん断処理施設は，燃料供給設備及び

せん断処理設備で構成する。 

 燃料供給設備は，使用済燃料の貯蔵施

設の燃料送出し設備のバスケット搬送機

から使用済燃料集合体をせん断処理設備

へ供給する設備である。◇4  

 

 

4.2.2  設計方針 

(５) 落下防止 

燃料横転クレーンは，電源喪失時にお

けるつり荷の保持【③-8】及び逸走防止

を行い【②-2-11】，使用済燃料集合体

の落下を防止できる設計とする。②-1-

12 

 

4.2.3 主要設備の仕様 

(１) 燃料供給設備 

 燃料供給設備の主要設備の仕様を第

4.2－１表に示す。◇4  

第 4.2－１表 燃料供給設備の主要設備

の仕様◇4  

(１) 燃料横転クレーン 

 種  類  横転式 

 台  数  ２（１台／系列×２系

列） 

 容  量①  使用済燃料集合体１体

／台 

 

4.2.4 系統構成及び主要設備 

4.2.4.1 燃料供給設備 

 (１) 系統構成 

 使用済燃料の貯蔵施設のバスケット搬

送機で燃料供給セルの直下へ搬送した使

用済燃料集合体を，燃料横転クレーンで

１体ずつバスケット搬送機のバスケット

から取り出し横転させ，水平にし，せん

断機へ供給する。◇4  

 

(２) 主要設備 

ａ．燃料横転クレーン 

 燃料横転クレーンは，使用済燃料集合

体を１体ずつしかつり上げられない構造

とし，せん断機へ２体以上同時に供給し

ない設計とする。◇4  

 燃料横転クレーンは，使用済燃料集合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③（P2 へ） 

②-2（P1 へ） 

②-1（P1 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①（P1 へ） 
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(３) 固体廃棄物の廃棄施設 

(ⅰ) 構  造 

 固体廃棄物の廃棄施設は，高レベル廃

液をガラス固化体に処理する高レベル廃

液ガラス固化設備２系列（一部１系

列），ガラス固化体を貯蔵するガラス固

化体貯蔵設備，低レベル濃縮廃液，廃棄

する有機溶媒（以下「廃溶媒」とい

う。），チャンネルボックス（以下「Ｃ

Ｂ」という。），バーナブルポイズン

（以下「ＢＰ」という。）及び雑固体を

処理する低レベル固体廃棄物処理設備及

び低レベル固体廃棄物を貯蔵する低レベ

ル固体廃棄物貯蔵設備で構成する。 

 高レベル廃液ガラス固化設備は，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋に，ガラス固化

体貯蔵設備は，高レベル廃液ガラス固化

建屋及び第１ガラス固化体貯蔵建屋に，

低レベル固体廃棄物処理設備は，低レベ

ル廃棄物処理建屋及びチャンネルボック

ス・バーナブルポイズン処理建屋に，低

レベル固体廃棄物貯蔵設備は，チャンネ

ルボックス・バーナブルポイズン処理建

屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋，第１

低レベル廃棄物貯蔵建屋，第２低レベル

廃棄物貯蔵建屋及び第４低レベル廃棄物

貯蔵建屋に収納する。 

高レベル廃液ガラス固化建屋の主要構造

は，「ト．(１)(ⅰ) 構造」に示す。□3  

 

 

 

体の過度のつり上げ防止，燃料のつかみ

不良又は荷重異常時のつり上げ防止，逸

走防止等のインターロックを設けるとと

もに，つり上げた後バスケット上部の燃

料供給セルのシャッタを閉じる設計とす

る。【②-2-12】また，使用済燃料集合

体の取扱い中に電源喪失が発生しても燃

料つかみ具が使用済燃料集合体を放さな

いフェイル セイフ構造とする。③-9 

 

4.2.6  評  価 

(５) 落下防止 

 燃料横転クレ－ンは，電源喪失時にも

燃料つかみ具が使用済燃料集合体を放さ

ないフェイル セイフ構造とし，また逸

走防止のインターロックを設けることに

より，使用済燃料集合体の落下を防止で

きる。◇3  

 

7.4 固体廃棄物の廃棄施設 

7.4.1 概 要 

固体廃棄物の廃棄施設は，各施設及び

公益財団法人核物質管理センターが運営

する六ヶ所保障措置分析所（以下「各種

施設」という。）で発生する高レベル廃

液，低レベル濃縮廃液，廃溶媒，雑固体

等をそれぞれの性状に応じて固化，乾

燥，熱分解，焼却等の処置を施し容器に

詰めた後，又は貯槽に受け入れた後，保

管廃棄する施設であり，以下の設備で構

成する。また，ＭＯＸ燃料加工施設で発

生し容器に詰められた雑固体を保管廃棄

する。◇7  

高レベル廃液ガラス固化設備 

ガラス固化体貯蔵設備 

低レベル固体廃棄物処理設備 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

なお，各種施設で発生する雑固体は，

発生するそれぞれの建屋で，必要な場合

には一時集積場所を設定した上で集積・

保管し，雑固体に応じた運搬容器に収納

した後，クレーン等により運搬車に載

せ，低レベル廃棄物処理建屋，第２低レ

ベル廃棄物貯蔵建屋，第４低レベル廃棄

物貯蔵建屋等に運搬し，クレーン等によ

り低レベル固体廃棄物処理設備又は低レ

ベル固体廃棄物貯蔵設備に受け入れる。

◇7  

また，雑固体のうち，各施設から発生

する廃活性炭は，水切りした後，それぞ

れの建屋で，必要な場合には一時集積場
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所を設定した上で集積・保管し，ドラム

缶に収納した後，クレーン等により運搬

車に載せ，第２低レベル廃棄物貯蔵建

屋，第４低レベル廃棄物貯蔵建屋等に運

搬し，クレーン等により低レベル固体廃

棄物貯蔵設備に受け入れる。◇7  

ＭＯＸ燃料加工施設で容器に詰められ

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋に運搬され

た雑固体は，クレーン等により低レベル

廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯

蔵系に受け入れる。◇7  

 

7.4.2 高レベル廃液ガラス固化設備 

7.4.2.1 概 要 

高レベル廃液ガラス固化設備は，高レ

ベル濃縮廃液，アルカリ濃縮廃液，アル

カリ洗浄廃液及び不溶解残渣廃液をガラ

ス固化する設備である。◇7  

高レベル廃液ガラス固化設備系統概要

図を第 7.4－１図に示す。◇7  

 

7.4.2.2 設計方針 

(６) 落下防止 

ガラス固化体検査室天井クレーン等

は，ガラス固化体の落下を防止できる設

計とし，固化セル移送台車は，ガラス固

化体の転倒を防止できる設計とする。②

-1-13 

また，万一のガラス固化体の落下によ

っても，ガラス固化体容器に著しい損傷

を与えない設計とする。②-3-4 

 

 

7.4.2.4 系統構成及び主要設備 

(２) 主要設備 

ｄ．固化セル移送台車 

固化セル移送台車は，ガラス固化体が

転倒しない構造とする【②-1-14】とと

もに，遠隔自動運転とし，運転を安全か

つ確実に行うため，逸走防止のインター

ロックを設ける設計とする。②-2-13 

ｆ．除染装置 

除染装置は，ガラス固化体を固化セル

からつり上げ，ガラス固化体の表面の除

染を行う装置である。除染装置のガラス

固化体のつり上げ機構は，ガラス固化体

の落下防止のため，つりワイヤを二重化

し，フックに脱落防止機構を施す【②-

1-15】とともに，電源喪失時にもつり荷

を保持できるフェイルセイフ機構を有す

る構造とする。【③-10】さらに，除染
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装置のガラス固化体のつり上げ機構は，

ガラス固化体のつり上げ高さを９ｍ以内

に制限できるインターロックを設け，万

一のガラス固化体の落下によってもガラ

ス固化体容器に著しい損傷を与えない設

計とする。②-3-5 

また，除染装置のガラス固化体のつり

上げ機構は，遠隔自動運転とし，運転を

安全かつ確実に行うため，逸走防止のイ

ンターロックを設ける。②-2-14 

ｇ．ガラス固化体検査室天井クレーン 

ガラス固化体検査室天井クレーンは，

ガラス固化体の落下防止のため，つりワ

イヤを二重化し，フックに脱落防止機構

を施す【②-1-16】とともに，電源喪失

時にもつり荷を保持できるフェイルセイ

フ機構を有する構造とする。③-11 

さらに，ガラス固化体検査室天井クレ

ーンは，収納管外でのガラス固化体のつ

り上げ高さを９ｍ以内に制限できるイン

ターロックを設け，万一のガラス固化体

の落下によってもガラス固化体容器に著

しい損傷を与えない設計とする。②-3-6 

また，ガラス固化体検査室天井クレー

ンは，遠隔自動運転とし，運転を安全か

つ確実に行うため，逸走防止のインター

ロックを設ける。②-2-15 

 

7.4.3 ガラス固化体貯蔵設備 

7.4.3.1 概 要 

ガラス固化体貯蔵設備は，高レベル廃

液ガラス固化建屋及び第１ガラス固化体

貯蔵建屋に設置するガラス固化体貯蔵設

備で構成する。ガラス固化体貯蔵設備

は，高レベル廃液ガラス固化設備にて製

造したガラス固化体を受け入れ，保管廃

棄する設備である。◇7  

 

7.4.3.2 設計方針 

(３) 落下防止 

ガラス固化体貯蔵設備のガラス固化体

受入れクレーン及び第１ガラス固化体貯

蔵建屋床面走行クレーンは，ガラス固化

体の落下を防止できる設計とし，トレン

チ移送台車はガラス固化体の転倒を防止

できる設計とする。②-1-17 

また，万一のガラス固化体の落下によ

っても，ガラス固化体容器に著しい損傷

を与えない設計とする。②-3-7 

 

7.4.3.4 系統構成及び主要設備 
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(２) 主要設備 

ｂ．トレンチ移送台車 

トレンチ移送台車に設置する遮蔽容器

は，その中にガラス固化体１本を収納で

きる構造とする。◇8  

トレンチ移送台車は，遮蔽容器内にガ

ラス固化体の側面に沿うガイドを設けガ

ラス固化体が転倒しない構造とする【②

-1-18】とともに，遠隔自動運転とし，

運転を安全，かつ，確実に行うため，逸

走防止のインターロックを設ける。②-

2-16 

ｃ．ガラス固化体受入れクレーン 

ガラス固化体受入れクレーンは，ガラ

ス固化体の落下防止のため，つりワイヤ

を二重化し，フックに脱落防止機構を施

す【②-1-19】とともに，電源喪失時に

もつり荷を保持できるフェイルセイフ機

構を有する構造とする。③-12 

さらに，ガラス固化体受入れクレーン

は，ガラス固化体のつり上げ高さを９ｍ

以内に制限できるインターロックを設

け，万一のガラス固化体の落下によって

もガラス固化体容器に著しい損傷を与え

ない設計とする。②-3-8 

また，ガラス固化体受入れクレーン

は，遠隔自動運転とし，運転を安全，か

つ，確実に行うため，逸走防止のインタ

ーロックを設ける。②-2-17 

ｄ．第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行

クレーン 

第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行ク

レーンに設置する遮蔽容器は，ガラス固

化体３本，収納管プラグ等を収納できる

構造とする。◇8  

第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行ク

レーンは，ガラス固化体の落下防止のた

め，つりワイヤを二重化し，フックに脱

落防止機構を施す【②-1-20】ととも

に，電源喪失時にもつり荷を保持できる

フェイルセイフ機構を有する構造とす

る。【③-13】さらに，第１ガラス固化

体貯蔵建屋床面走行クレーンは，収納管

外でのガラス固化体のつり上げ高さを９

ｍ以内に制限できるインターロックを設

け，万一のガラス固化体の落下によって

もガラス固化体容器に著しい損傷を与え

ない設計とする。②-3-9 

また，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面

走行クレーンは，遠隔自動運転とし，運

転を安全，かつ，確実に行うため，逸走

 

 

 

 

 

 

 

②-1（P1 へ） 

 

 

②-2（P1 へ） 

 

 

 

 

 

②-1（P1 へ） 

 

③（P2 へ） 

 

 

 

 

 

②-3（P2 へ） 

 

 

 

②-2（P1 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-1（P1 へ） 

 

 

③（P2 へ） 

 

 

 

 

 

②-3（P2 へ） 

 

 

 

1332



別紙１② 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十八条（搬送設備）（13 / 25） 

 

 

 技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 (ⅱ) 主要な設備及び機器の種類□3  

(ａ) 高レベル廃液ガラス固化設備 

固化セル移送台車  ２ 台（１台／系

列）□3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガラス固化体検査室天井クレーン  １ 

台□3  

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) ガラス固化体貯蔵設備□3  

第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレ

ーン    １ 台□3  

 種  類  遮蔽容器付床面走行形□3  

 

 

 

 

 

 

ニ．再処理設備本体の構造及び設備 

(５) 脱硝施設 

(ⅰ) 構  造 

 脱硝施設は，ウラン脱硝設備２系列

（一部１系列）及びウラン・プルトニウ

ム混合脱硝設備２系列（一部１系列）で

構成し，ウラン脱硝設備はウラン脱硝建

屋に収納し，ウラン・プルトニウム混合

脱硝設備はウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋に収納する。□2  

ウラン脱硝設備は，精製施設のウラン

精製設備から受け入れた硝酸ウラニル溶

液を加熱して脱硝し，ウラン酸化物（以

下「ＵＯ３」という。）としてウラン酸

化物貯蔵容器に収納し，製品貯蔵施設の

ウラン酸化物貯蔵設備に搬送する設備で

ある。□2  

防止のインターロックを設ける。②-2-

18 

 

高レベル廃液ガラス固化設備の主要設

備の仕様◇7  

(４) 固化セル移送台車 

種 類 床面レール走行形 

台 数 ２（１台／系列） 

 

(６) 除染装置 

種 類 水洗浄及びブラシ除染方式 

天井走行形（ガラス固化体のつり上げ

機構） 

台 数 ２ 

 

(７) ガラス固化体検査室天井クレーン 

種 類 天井走行形 

台 数 １ 

容 量①約２ｔ 

 

ガラス固化体貯蔵設備の主要設備の仕

様 

(２) トレンチ移送台車 

種 類 遮蔽容器付床面レール走行形 

台 数 １ 

(３) ガラス固化体受入れクレーン 

種 類 天井走行形 

台 数 １ 

容 量①約１ｔ 

(４) 第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走

行クレーン 

種 類 遮蔽容器付床面走行形 

台 数 １ 

容 量①約４ｔ 

 

4.6  脱硝施設 

4.6.1  概  要 

 脱硝施設は，ウラン脱硝設備及びウラ

ン・プルトニウム混合脱硝設備で構成す

る。◇4  

 ウラン脱硝設備は，精製施設のウラン

精製設備のウラン濃縮液第２中間貯槽か

ら硝酸ウラニル溶液を受け入れ,脱硝塔

で脱硝処理してＵＯ３とした後,ＵＯ３

を製品貯蔵施設へ搬送する設備である。

◇4  

 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備

は，精製施設のウラン精製設備のウラン

濃縮液第３中間貯槽から硝酸ウラニル溶

液，及びプルトニウム精製設備のプルト

ニウム濃縮液中間貯槽から硝酸プルトニ

②-2（P1 へ） 
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ウム溶液を受け入れ，混合し，脱硝装置

等で脱硝処理等を行ってＭＯＸとした

後，ＭＯＸを製品貯蔵施設へ搬送する設

備である。◇4  

 

4.6.2  ウラン脱硝設備 

4.6.2.1  概  要 

 このＵＯ３粉末は,ウラン酸化物貯蔵

容器に充てん，封入し，製品貯蔵施設の

ウラン酸化物貯蔵設備に搬送する。◇4  

4.6.2.2  設計方針 

(２) 落下防止 

ウラン脱硝設備の充てん台車等の搬送

機器は，電源喪失時におけるつり荷の保

持【③-14】，又は逸走防止を行い【②-

2-19】，移送物の落下及び転倒を防止で

きる設計とする。②-1-21 

4.6.2.3  主要設備の仕様 

ウラン脱硝設備の主要設備の仕様を第

4.6－１表に示す。◇4  

第 4.6－１表 ウラン脱硝設備の主要設

備の仕様◇4  

ｈ．充てん台車 

 種  類 床面軌道走行形 

 台  数 ２（１台／系列×２系列） 

 容  量① ウラン酸化物貯蔵容器１

本／台 

ｉ．貯蔵容器クレーン 

 種  類  天井走行形 

 台  数  １ 

 容  量① ウラン酸化物貯蔵容器１

本◇4  

 

4.6.2.4 系統構成及び主要設備◇4  

(１) 系統構成 

ウラン酸化物貯蔵容器は，充てん台車を

用いて搬送した後，貯蔵容器クレーンを

用いて製品貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵

設備の貯蔵容器搬送台車に移載する。

◇4  

(２) 主要設備 

ｂ．充てん台車 

充てん台車は，ウラン酸化物貯蔵容器

１基を軌道上において取り扱い，ウラン

酸化物貯蔵容器が転倒し難い構造とする

とともに，【②-1-22】取扱い時の搬送

を安全かつ確実に行うため，逸走防止の

インターロックを設ける設計とする。②

-2-20 

 

ｃ．貯蔵容器クレーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③（P2 へ） 

②-2（P1 へ） 

②-1（P1 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

①（P1 へ） 

 

 

 

 

①（P1 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-1（P1 へ） 

 

②-2（P1 へ） 
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ウラン・プルトニウム混合脱硝設備

は，精製施設のウラン精製設備及びプル

トニウム精製設備からそれぞれ硝酸ウラ

ニル溶液及び硝酸プルトニウム溶液を受

け入れ，混合した後加熱して脱硝し，ウ

ラン・プルトニウム混合酸化物（ＵＯ

２・ＰｕＯ２，以下「ＭＯＸ」とい

う。）として混合酸化物貯蔵容器に収納

し，製品貯蔵施設のウラン・プルトニウ

ム混合酸化物貯蔵設備に搬送する設備で

ある。□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯蔵容器クレーンは，つりワイヤの二

重化を施すとともに，【②-1-23】電源

喪失時にもつり荷を保持できるフェイル

セイフ機構を有する設計とする。③-15 

また，運転を安全かつ確実に行うた

め，ウラン酸化物貯蔵容器のつり上げ高

さを５ｍ以下とし【②-3-10】 (（１

７）)，つかみ不良時のつり上げ防止及

び逸走防止のインターロックを設ける設

計とする。②-2-21 

 

4.6.2.6  評  価 

(２) 落下防止 

 充てん台車等の搬送機器は，つりワイ

ヤの二重化，電源喪失時におけるつり荷

の保持機構及び逸走防止のインターロッ

クを設ける設計とするので，移送物の落

下及び転倒を防止できる。◇3  

 

4.6.3  ウラン・プルトニウム混合脱硝

設備 

4.6.3.1  概  要 

 このＭＯＸ粉末は，粉末缶に充てんし

た後，混合酸化物貯蔵容器に収納，封入

し，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵設備へ搬送する。◇4  

 

4.6.3.2  設計方針 

(２) 落下防止 

搬送台車等の搬送機器は，電源喪失時

におけるつり荷の保持【③-16】又は逸

走防止を行い【②-2-22】，移送物の落

下及び転倒を防止できる設計とする。②

-1-24 

 

4.6.3.3  主要設備の仕様 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の

主要設備の仕様を第 4.6－３表に示す。

◇4  

第 4.6－３表 ウラン・プルトニウム混

合脱硝設備の主要設備の仕様◇4  

 (４) 粉 体 系 

ｄ．保管容器移動装置 

 種  類  機械搬送方式 

 基  数  ２（１基／系列×２系

列） 

 容  量① 保管容器１本／基 

 

ｅ．保管昇降機 

 種  類  軌道走行形 

 基  数  ２（１基／系列×２系

 

②-1（P1 へ） 

 

③（P2 へ） 

 

 

②-3（P2 へ） 

 

 

②-2（P1 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③（P2 へ） 

②-2（P1 へ） 

②-1（P1 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①（P1 へ） 
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列） 

 容  量① 保管容器１本／基 

 

ｊ．充てん台車 

 種  類  床面軌道走行形 

 台  数  ２ 

容  量① 混合酸化物貯蔵容器１本

／台 

ｋ．搬送台車 

 種  類  軌道走行形 

 台  数  １ 

 容  量① 混合酸化物貯蔵容器１本 

 

4.6.3.4 系統構成及び主要設備 

(１) 系統構成 

ｄ．粉体系 

 焙焼・還元系から受け入れたＭＯＸ粉

末は，保管容器を充てん定位置に設置し

ていることを確認した後，粉砕機で粉砕

しながら保管容器に充てんする。◇4  

充てん後，保管容器は，保管容器移動

装置及び保管昇降機で搬送し，ＭＯＸ粉

末を空気輸送により混合機へ移送する

か，又は，保管ピットに一時保管する。

混合機では，保管容器 大４本分のＭＯ

Ｘ粉末を混合処理する。◇4  

 混合酸化物貯蔵容器は，充てん台車を

用いて搬送し，搬送台車を用いてウラ

ン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の

貯蔵容器台車に移載する。◇4  

(２) 主要設備 

ｇ．充てん台車 

充てん台車は，混合酸化物貯蔵容器１

基を軌道上において取り扱い，混合酸化

物貯蔵容器が転倒し難い構造とするとと

もに【②-1-25】，取り扱い時の搬送を

安全かつ確実に行うため，逸走防止のイ

ンターロックを設ける設計とする。②-

2-23 

ｈ．搬送台車 

搬送台車は，混合酸化物貯蔵容器１基

を軌道上においてつり上げて取り扱い，

混合酸化物貯蔵容器の落下を防止するた

め，つりチェインの二重化を施すととも

に【②-1-26】，電源喪失時にもつり荷

を保持するフェイルセイフ機構を有する

設計とする。③-17 

また，運転を安全かつ確実に行うた

め，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時

のつり上げ防止【②-1-27】及び逸走防

止のインターロックを設ける設計とす

 

①（P1 へ） 

 

 

 

 

①（P1 へ） 

 

 

 

 

①（P1 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-1（P1 へ） 

 

②-2（P1 へ 

 

 

 

 

 

 

②-1（P1 へ） 

 

③（P2 へ） 

 

 

②-1（P1 へ） 
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ホ．製品貯蔵施設の構造及び設備 

(１) 構    造 

 製品貯蔵施設は，脱硝施設のウラン脱

硝設備で処理したＵＯ３を受け入れ貯蔵

するウラン酸化物貯蔵設備及び脱硝施設

のウラン・プルトニウム混合脱硝設備で

処理したＭＯＸを受け入れ，貯蔵するウ

ラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備

で構成し，ウラン酸化物貯蔵設備は，ウ

ラン酸化物貯蔵建屋に収納し，ウラン・

プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，ウ

ラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

に収納する。□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 主要な設備及び機器の種類 

(ⅰ) ウラン酸化物貯蔵設備 

 

 

 

 貯蔵容器搬送台車   １ 台□1  

 

 

 

る。②-2-24 

 

4.6.3.6 評  価 

(２) 落下防止 

 搬送台車等の搬送機器は，混合酸化物

貯蔵容器取扱い時の落下及び転倒し難い

構造とするとともに，つりチェインの二

重化，電源喪失時におけるつり荷の保持

機構及び逸走防止のインターロックを設

ける設計とするので，移送物の落下及び

転倒を防止できる。◇3  

 

5. 製品貯蔵施設 

5.1 概  要 

 製品貯蔵施設は，ウラン酸化物貯蔵設

備及びウラン・プルトニウム混合酸化物

貯蔵設備で構成する。 

 ウラン酸化物貯蔵設備は，脱硝施設の

ウラン脱硝設備で生成したＵＯ３粉末の

製品を貯蔵する設備である。 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備は，脱硝施設のウラン・プルトニウ

ム混合脱硝設備で生成したＭＯＸ粉末の

製品を貯蔵する設備である。◇2  

 

 

5.2  ウラン酸化物貯蔵設備 

5.2.1  概  要 

 ウラン酸化物貯蔵設備は，脱硝施設の

ウラン脱硝設備で生成した製品であるＵ

Ｏ３粉末を充てんしたウラン酸化物貯蔵

容器を受け入れ，貯蔵し，払い出す設備

である。◇2  

 

5.2.2 設計方針 

(２) 落下防止 

 貯蔵室クレーン等の搬送機器は，電源

喪失時におけるつり荷の保持【③-18】 

，又は逸走防止を行い【②-2-25】，移

送物の落下及び転倒を防止できる設計と

する。②-1-28 

 

5.2.3 主要設備の仕様 

 ウラン酸化物貯蔵設備の主要設備の仕

様を第 5.2－１表に示す。◇2  

第 5.2－１表 ウラン酸化物貯蔵設備の

主要設備の仕様◇2  

(４) 貯蔵容器搬送台車 

 種  類   床面軌道走行式 

 台  数   １ 

 容  量①  ウラン酸化物貯蔵容器

②-2（P1 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③（P2 へ） 

②-2（P1 へ） 

②-1（P1 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①（P1 へ） 
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１本 

(５) 昇降リフト 

 種  類  油圧駆動方式 

基  数  １ 

 容  量① 貯蔵容器搬送台車１台又

はバスケット搬送台車

１台 

(６) 移載クレーン 

 種  類  天井走行形 

台  数  １ 

 容  量① ウラン酸化物貯蔵容器１

本 

(７) バスケット搬送台車 

 種  類  床面軌道走行形（親子台

車） 

台  数  １ 

 容  量① 貯蔵バスケット１基 

(８) 貯蔵室クレーン 

 種  類  床上走行橋形 

台  数  ２ 

 容  量① 貯蔵バスケット１基／台 

 

5.2.4 系統構成及び主要設備 

(１) 系統構成 

 ウラン酸化物貯蔵設備は, 脱硝施設の

ウラン脱硝設備からＵＯ３粉末を封入し

たウラン酸化物貯蔵容器を受け入れ，貯

蔵容器搬送台車及び昇降リフトで搬送

し，移載クレーンで貯蔵バスケットに収

納後，バスケット搬送台車及び昇降リフ

トで搬送し，貯蔵室クレーンで貯蔵室に

貯蔵する。◇2  

ＵＯ３粉末を封入したウラン酸化物貯蔵

容器を他施設へ払い出す場合は，貯蔵室

クレーン，バスケット搬送台車及び昇降

リフトを用いてトラックヤードから払い

出す。◇2  

(２) 主要設備 

ａ．貯蔵容器搬送台車 

 貯蔵容器搬送台車は，ウラン酸化物貯

蔵容器１本を軌道上において取り扱い，

ウラン酸化物貯蔵容器が転倒及び落下し

難い構造とするとともに【②-1-29】，

取り扱い時の搬送を安全かつ確実に行う

ため，逸走防止のインターロックを設け

る設計とする。②-2-26 

ｂ．昇降リフト 

 昇降リフトは，貯蔵容器搬送台車１台

又はバスケット搬送台車１台を載せたま

ま，ウラン酸化物貯蔵建屋内を昇降する

設備であり，コンクリート軀体内を昇降

 

 

 

 

①（P1 へ） 

 

 

 

 

 

①（P1 へ） 

 

 

 

 

 

①（P1 へ） 

 

 

 

①（P1 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-1（P1 へ） 

 

 

②-2（P1 へ） 
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する油圧駆動方式とし，電源喪失時にも

荷を保持するフェイルセイフ機構を有す

る設計とするとともに【③-19】，運転

を安全かつ確実に行うため，逸走防止の

インターロックを設ける設計とする。②

-2-27 

ｃ．移載クレーン 

 移載クレーンは，ウラン酸化物貯蔵容

器１本をつり上げて取り扱い，ウラン酸

化物貯蔵容器の取り扱い時の落下を防止

するため，つりワイヤの二重化を施すと

ともに【②-1-30】，電源喪失時にもつ

り荷を保持するフェイルセイフ機構を有

する設計とする。③-20 

 また，運転を安全かつ確実に行うた

め，ウラン酸化物貯蔵容器のつり上げ高

さを５ｍ以下【②-3-11】とし，つかみ

不良時のつり上げ防止【②-1-31】及び

逸走防止のインターロックを設ける設計

とする。②-2-28 

ｄ．バスケット搬送台車 

 バスケット搬送台車は，貯蔵バスケッ

ト１基を軌道上において取り扱い，貯蔵

バスケットが転倒及び落下し難い構造と

するとともに【②-1-32】，取り扱い時

の搬送を安全かつ確実に行うため，逸走

防止のインターロックを設ける設計とす

る。②-2-29 

ｅ．貯蔵室クレーン 

 貯蔵室クレーンは，貯蔵バスケット１

基を取り扱い，貯蔵バスケット取り扱い

時の落下を防止するため，つりワイヤの

二重化を施すとともに【②-1-33】，電

源喪失時にもつり荷を保持するフェイル

セイフ機構を有する設計とする。③-21 

 また，運転を安全かつ確実に行うた

め，貯蔵バスケットのつり上げ高さを６

ｍ以下と(（２）)し【②-3-12】，つか

み不良時のつり上げ防止及び逸走防止の

インターロックを設ける設計とする。②

-2-30 

 

5.2.6  評  価 

(２) 落下防止 

 貯蔵室クレーン等の搬送機器は，つり

ワイヤの二重化，電源喪失時におけるつ

り荷の保持機構，及び逸走防止のインタ

ーロックを設ける設計とするので，移送

物の落下及び転倒を防止できる。◇3  

 

5.3 ウラン・プルトニウム混合酸化物

 

 

③（P2 へ） 

 

②-2（P1 へ） 

 

 

 

 

 

 

②-1（P1 へ） 

 

③（P2 へ） 

 

 

②-3（P2 へ） 

②-1（P1 へ） 

 

②-2（P1 へ） 

 

 

 

 

②-1（P1 へ） 

 

 

②-2（P1 へ） 

 

 

 

 

②-1（P1 へ） 

 

③（P2 へ） 

 

 

②-3（P2 へ） 

 

②-2（P1 へ） 
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ホ．製品貯蔵施設の構造及び設備 

(１) 構    造 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋は，地下４階において貯蔵容器搬送

用洞道と接続し，ＭＯＸ粉末充てん済み

の粉末缶を収納した混合酸化物貯蔵容器

をＭＯＸ燃料加工施設の洞道搬送台車を

用いて搬送し，ＭＯＸ燃料加工施設へ払

い出す。このため，粉末缶及び混合酸化

物貯蔵容器をＭＯＸ燃料加工施設と共用

するとともに，ＭＯＸ燃料加工施設の洞

道搬送台車を再処理施設と共用する。□1  

(２) 主要な設備及び機器の種類 

(ⅱ)ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵設備 

  貯蔵台車   ４ 台□1  

 

 

貯蔵設備 

5.3.1 概  要 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備は，ウラン・プルトニウム混合脱硝

設備からＭＯＸ粉末充てん済みの粉末缶

を収納した混合酸化物貯蔵容器を受入

れ，貯蔵し，払い出す設備である。◇2  

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設

備のうち，粉末缶及び混合酸化物貯蔵容

器は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用すると

ともに，ＭＯＸ燃料加工施設の洞道搬送

台車は再処理施設と共用する。◇2  

また，ＭＯＸ燃料加工施設から洞道搬送

台車でＭＯＸ粉末取出し後の粉末缶を収

納した混合酸化物貯蔵容器を受け入れ，

貯蔵ホールで一時保管した後，再使用す

る。◇2  

 

5.3.2 設計方針 

(２) 落下防止 

昇降機等の搬送機器は，電源喪失時に

おけるつり荷の保持【③-22】又は逸走

防止を行い【②-2-31】，移送物の落下

及び転倒を防止できる設計とする。②-

1-34 

 

5.3.3 主要設備の仕様 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備の主要設備の仕様を第 5.3－１表に

示す。また，共用するＭＯＸ燃料加工施

設の主要設備の仕様を第 5.3－２表に示

す。◇2  

第 5.3－１表 ウラン・プルトニウム混

合酸化物貯蔵設備の主要設備の仕様◇2  

(４) 昇降機  

種  類  軌道走行形 

台  数  ２ 

容  量① 混合酸化物貯蔵容器１本

／台 

(５) 貯蔵台車 

 種  類  床面走行橋形 

台  数  ４ 

 容  量① 混合酸化物貯蔵容器１本

／台 

(６) 貯蔵容器台車 

 種  類  床面軌道走行形（親子台

車） 

 台  数  ２ 

 容  量① 混合酸化物貯蔵容器１本

／台 

(７) 移載機  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③（P2 へ） 

②-2（P1 へ） 

②-1（P1 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①（P1 へ） 

 

 

 

 

①（P1 へ） 

 

 

 

 

 

①（P1 へ） 
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 種  類  軌道走行形 

台  数  ４ 

 容  量① 混合酸化物貯蔵容器１本

／台 

(８) 払出台車 

 種  類  床面軌道走行形 

台  数  １ 

 容  量① 混合酸化物貯蔵容器１本

／台 

第 5.3－２表 ＭＯＸ燃料加工施設の主

要設備の仕様 

（再処理施設と共用）  

(１) 洞道搬送台車 

 種  類  床面軌道走行形 

台  数  １ 

容  量  混合酸化物貯蔵容器１本

／台◇5  

 

5.3.4 系統構成及び主要設備 

(１) 系統構成搬 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備は，脱硝施設のウラン・プルトニウ

ム混合脱硝設備からＭＯＸ粉末充てん済

みの粉末缶を封入した混合酸化物貯蔵容

器を受け入れ，貯蔵容器台車，昇降機等

により搬送し，貯蔵台車で貯蔵ホールに

貯蔵する。混合酸化物貯蔵容器を他施設

へ払い出す場合は，貯蔵台車で貯蔵ホー

ルから取り出し，貯蔵容器台車，昇降

機，移載機，払出台車，洞道搬送台車等

を用いてローディングドック又は台車移

動室から払い出す。また，ＭＯＸ燃料加

工施設から洞道搬送台車でＭＯＸ粉末取

り出し後の粉末缶を収納した混合酸化物

貯蔵容器を受け入れる。◇2  

(２) 主要設備 

ｂ．貯蔵容器台車 

貯蔵容器台車は，混合酸化物貯蔵容器

１本を軌道上において取り扱い，混合酸

化物貯蔵容器が転倒し難い構造とすると

ともに【②-1-35】，取り扱い時の搬送

を安全かつ確実に行うため，逸走防止の

インターロック及び衝突防止のインター

ロックを設ける設計とする。②-2-32 

また，衝突防止のインターロックに必

要となるＭＯＸ燃料加工施設の洞道搬送

台車からの信号は，再処理施設とＭＯＸ

燃料加工施設間で共用する。◇5  

ｃ．昇降機   

昇降機は，混合酸化物貯蔵容器１本を

軌道上においてつり上げて取り扱い，混

 

 

①（P1 へ） 

 

 

 

 

①（P1 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-1（P1 へ） 

 

 

②-2（P1 へ） 
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合酸化物貯蔵容器の落下を防止するた

め，つりチェインの二重化を施すととも

に【②-1-36】，電源喪失時にもつり荷

を保持するフェイルセイフ機構を有する

設計とする。【③-23】また，運転を安

全かつ確実に行うため，混合酸化物貯蔵

容器のつかみ不良時のつり上げ防止【②

-1-37】及び逸走防止のインターロック

を設ける設計とする。②-2-33 

ｄ．貯蔵台車 

貯蔵台車は，混合酸化物貯蔵容器１本

を軌道上においてつり上げて取り扱い，

混合酸化物貯蔵容器の取扱い時の落下を

防止するため，つりチェインの二重化を

施すとともに【②-1-38】，電源喪失時

にもつり荷を保持するフェイルセイフ機

構を有する設計とする。【③-24】ま

た，運転を安全かつ確実に行うため，混

合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時のつり

上げ防止【②-1-39】及び逸走防止のイ

ンターロックを設ける設計とする。②-

2-34 

ｅ．移載機 

移載機は，混合酸化物貯蔵容器１本を

軌道上においてつり上げて取り扱い，混

合酸化物貯蔵容器の落下を防止するた

め，つりチェインの二重化を施すととも

に【②-1-40】，電源喪失時にもつり荷

を保持するフェイルセイフ機構を有する

設計とする。③-25 

また，運転を安全かつ確実に行うた

め，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時

のつり上げ防止【②-1-41】及び逸走防

止のインターロックを設ける設計とす

る。②-2-35 

ｆ．払出台車 

払出台車は，混合酸化物貯蔵容器１本

を軌道上において取り扱い，混合酸化物

貯蔵容器が転倒し難い構造とするととも

に【②-1-42】，取り扱い時の搬送を安

全かつ確実に行うため，逸走防止のイン

ターロックを設ける設計とする。②-2-

36 

ｇ．洞道搬送台車 

ＭＯＸ燃料加工施設の洞道搬送台車

は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上に

おいて取り扱い，混合酸化物貯蔵容器が

転倒し難い構造とするとともに，取り扱

い時の搬送を安全かつ確実に行うため，

衝突防止のインターロックを設ける設計

とする。◇5  

 

 

②-1（P1 へ） 

 

③（P2 へ） 

 

②-1（P1 へ） 

 

②-2（P1 へ） 

 

 

 

 

 

②-1（P1 へ） 

 

③（P2 へ） 

 

 

②-1（P1 へ） 

②-2（P1 へ） 

 

 

 

 

 

 

②-1（P1 へ） 

 

③（P2 へ） 

 

 

②-1（P1 へ） 

 

②-2（P1 へ） 

 

 

 

 

②-1（P1 へ） 

 

②-2（P1 へ） 
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また，洞道搬送台車及び衝突防止のイ

ンターロックに必要となる貯蔵容器台車

からの信号は，再処理施設とＭＯＸ燃料

加工施設間で共用する。◇5  

 

5.3.6 評  価 

(２) 落下防止 

昇降機，貯蔵台車等の搬送機器は，つ

りチェインの二重化，電源喪失時におけ

るつり荷の保持機構及び逸走防止のイン

ターロックを設ける設計とするので，移

送物の落下及び転倒を防止できる。◇3  

なお，本節の記述に関しては，以下の

混合酸化物貯蔵容器の落下試験がある。 

ａ．建屋内での想定される落下事象 

 混合酸化物貯蔵容器を取り扱うウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋内及びウ

ラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

内での搬送において想定されるつり上げ

高さを第 5.3－２図に示す。これから，

直接，建屋床面への落下が想定される昇

降位置での建屋床面からの 大つり上げ

高さは４ｍ以下であることから，落下高

さ 4.0ｍの任意姿勢での落下事象を想定

した。◇6  

なお，建屋床面からのつり上げ高さが

約４ｍを超える昇降位置には，緩衝体を

備えたシャッタが設けられている。◇6  

したがって，直接，建屋床面への落下

は想定されないが，混合酸化物貯蔵容器

の落下事象に対する裕度を確認する観点

から，つり上げた時のシャッタまでの

大つり上げ高さが 9.8ｍとなる昇降位置

での緩衝体を備えたシャッタ上への落下

事象を想定するとともに，万一，シャッ

タが開の状態を想定し， 大つり上げ高

さが 12.2ｍでの建屋床面への落下事象

についても考慮することとした。◇6  

ｂ．落下試験 

 実際に使用する混合酸化物貯蔵容器及

び粉末缶と同一仕様の容器を製作した。 

粉末缶には，12ｋｇ・(Ｕ＋Ｐｕ)に相

当する模擬粉末（酸化鉄粉及び鉛粒）を

充てんし，混合酸化物貯蔵容器内には当

該粉末缶を３缶（36ｋｇ・(Ｕ＋Ｐｕ)相

当）収納した。◇6  

混合酸化物貯蔵容器の想定される建屋

床面への落下高さを考慮して 4.0ｍから

の垂直，水平，コーナー姿勢での落下試

験を行うこととした。◇6  

混合酸化物貯蔵容器を所定の条件（姿
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勢，高さ）でつり上げた後切離し，鋼板

（厚さ 32ｍｍ）敷鉄筋コンクリート造

の落下試験台（厚さ 1.38ｍ）上へ落下

させた。◇6  

また，高揚程の落下事象に対しては，

緩衝体を備えたシャッタ上への想定され

る落下高さを考慮して 10ｍから混合酸

化物貯蔵容器を緩衝体上へ落下させた。

さらに， 大つり上げ高さを考慮して

13ｍからの垂直姿勢で混合酸化物貯蔵容

器を落下試験台上へ落下させた。◇6  

ｃ．試験結果 

 試験結果を第 5.3－４表に示す。 

いずれの落下姿勢においても混合酸化

物貯蔵容器には，き裂や開口は発生しな

かった。◇6  

落下試験直後に，本体フランジ部と外

ふた部及び溶接部に対して，ヘリウムリ

ーク試験を実施した結果，本体フランジ

部と外ふた部では，落下影響の大きな

13ｍからの落下試験の結果でも 10－６Ｐ

ａ・ｍ３／ｓ程度の密封性を維持してい

ることが確認できた。また，溶接部につ

いてはいずれの落下試験姿勢においても

漏えいは検出されなかった。◇6  

混合酸化物貯蔵容器内部の粉末缶につい

ては，き裂，破損及びふた部のゆるみも

なく，粉末缶内部の模擬粉末の漏えいも

認められなかった。◇6  
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第 5.3－４表 試験結果のまとめ◇6  
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第十八条（搬送設備） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

① 
使用済燃料等の搬送能力 

（容量） 
技術基準の要求を受けている内容 

１項１号 

（ 1 0 条 1 項 ） 
－ a,b 

②-1 
使用済燃料等の落下の防止 

（落下防止及び逸走防止等） 
技術基準の要求を受けている内容 

１項２号 

（ 1 0 条 1 項 ） 
－ b 

②-2 
使用済燃料等の落下の防止 

（インターロック） 
技術基準の要求を受けている内容 

１項２号 

（ 1 0 条 1 項 ） 
－ b 

②-3 
使用済燃料等の落下の防止 

（扱い高さ制限） 

技術基準の要求を受けている内容

及び許可事項の展開 

１項２号 

（ 1 0 条 1 項 ） 
－ b 

③ 
動力喪失時における使用済燃

料等の保持 
技術基準の要求を受けている内容 

１項３号 

（ 1 0 条 1 項 ） 
－ b 

④ 
放射性物質の移動に対する考

慮 
許可事項の展開 － － － 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  
使用済燃料の受入施設及び貯

蔵施設に関する設計 

使用済燃料の受入施設及び貯蔵施設に関する設計は,第

19 条「使用済燃料の貯蔵施設等」の基本設計方針で記載

する。 

c 

□2  
安全機能を有する施設に関す

る設計 

安全機能を有する施設に関する設計は,第 16 条「安全機

能を有する施設」の基本設計方針で記載する。 
－ 

□3  
固体廃棄物の廃棄施設に関す

る設計 

固体廃棄物の廃棄施設に関する設計は,第 25 条「保管廃

棄施設」の基本設計方針で記載する。 
－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  冒頭宣言 冒頭宣言のため記載しない。 － 

◇2  
他条文で展開する事項（第 19

条） 

第 19 条「使用済燃料の貯蔵施設等」の基本設計方針にて

説明するため，記載しない。 
c 

◇3  設計方針に対する評価記載 設計方針に対する評価の記載であり記載しない。 － 

◇4  
他条文で展開する事項（第 16

条） 

第 16 条「安全機能を有する施設」の基本設計方針にて説

明するため，記載しない。 
－ 

◇5  
再処理施設しゅん工後に申請

する設備に関する記載 

再処理施設しゅん工後に申請する設備及び当該設備の設

計方針に関する記載のため，記載しない。 
－ 

◇6  落下試験に関する記載 
落下試験に関する記載であり，設計方針に関係しない記

載であるため，記載しない。 
－ 

◇7  
他条文で展開する事項（第 25

条） 

第 25 条「保管廃棄施設」の基本設計方針にて説明するた

め，記載しない。 
－ 

◇8  
他条文で展開する事項（第 27

条） 

第 27 条「遮蔽」の基本設計方針にて説明するため，記載

しない。 
－ 

◇9  他条文で展開する事項（第 10 第 10 条「閉じ込めの機能」の基本設計方針にて説明する － 
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条） ため，記載しない。 

◇10  
他条文で展開する事項（第４

条） 

第４条「核燃料物質の臨界防止」の基本設計方針にて説

明するため，記載しない。 
－ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 仕様表（設計条件及び仕様） 

b Ⅵ-1-1-10 搬送設備に関する説明書 

c Ⅰ 核燃料物質の臨界防止に関する説明書 
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第２章 個別項目 
1.使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 
 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
の設計に係る共通的な設計方針について
は，第 1章 共通項目の「1. 核燃料物
質の臨界防止」，「2. 地盤」，「3. 
自然現象等」，「4. 閉じ込めの機
能」，「5. 火災等による損傷の防
止」，「6. 再処理施設内における溢水
による損傷の防止」，「7. 再処理施設
内における化学薬品の漏えいによる損傷
の防止」，「8. 遮蔽」及び「9. 設備
に対する要求」に基づくものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ロ．再処理施設の一般構造 
(７) その他の主要な構造 
(ⅰ) 安全機能を有する施設 
(ｉ) 使用済燃料の貯蔵施設等 
使用済燃料輸送容器管理建屋及び使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋に収納される
【燃⑥-1】使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設は，使用済燃料を受け入れ，又
は貯蔵するために必要な容量を有する設
計とする。燃①-1,2 
また，使用済燃料の冷却のための適切

な措置を講ずる設計とする。燃②-1 
 
各施設に対する冷却に係る設計方針に

ついては，以下のとおりである。燃□2  
 
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

のうち，燃料貯蔵プール・ピット等につ
いては，１系統で必要な崩壊熱除去機能
を有する使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の使用済燃料の貯蔵施設の使用済
燃料貯蔵設備のプール水浄化・冷却設備
のプール水冷却系（以下「プール水冷却
系」という。）を２系統設ける設計とす
る。【燃②-2】 
 

また，使用済燃料を取り出すまでの間，
使用済燃料を収納した使用済燃料輸送容
器（以下「キャスク」という。）を保管
する使用済燃料収納使用済燃料輸送容器
保管庫は，冷却空気の流路を確保し，キ
ャスクに収納された使用済燃料の崩壊熱
を自然冷却により除去し，構造物の健全
性を維持できる設計とする。燃②-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.9.17 使用済燃料の貯蔵施設等 

 
適合のための設計方針  
第１項について 
 使用済燃料の貯蔵容量は， 大再処理
能力 800ｔ・ＵＰｒ／ｙでの再処理に対し
て受け入れた使用済燃料を３年間以上貯
蔵できる【燃①-2】3,000ｔ・ ＵＰｒと
し，【燃◇4 】燃料貯蔵プール・ピット等
では，使用済燃料の崩壊熱による過度な
温度上昇を防ぐため，１系統で必要な崩
壊熱除去機能を有するプール水冷却系を
２系統設ける設計とする。燃◇1  

 
また，使用済燃料を取り出すまでの

間，キャスクを保管する使用済燃料収納
使用済燃料輸送容器保管庫は，冷却空気
の流路を確保し，キャスクに収納された
使用済燃料の崩壊熱を自然冷却により除
去し，構造物の健全性を維持できる設計
とする。燃◇1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（使用済燃料の貯蔵施設等） 
第十七条 再処理施設には、次に掲げ
るところにより、使用済燃料の受入れ
施設（安全機能を有する施設に属する
ものに限る。）及び貯蔵施設（安全機
能を有する施設に属するものに限
る。）を設けなければならない。 
一 使用済燃料を受け入れ、又は貯蔵
するために必要な容量を有するものと
すること。 
二 冷却のための適切な措置が講じら
れているものであること。 
２ 再処理施設には、次に掲げるとこ
ろにより、製品貯蔵施設（安全機能を
有する施設に属するものに限る。）を
設けなければならない。 
一 製品を貯蔵するために必要な容量
を有するものとすること。 
二 冷却のための適切な措置が講じら
れているものであること。 

第１章 共通項目 
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の

共通項目である「1. 地盤等，2. 自然現
象，3. 火災，4. 溢水等，5. 設備に対
する要求（5.5 安全弁等，5.6 逆止め
弁，5.7 内燃機関を除く。），6. その
他」の基本設計方針については，原子炉
冷却系統施設の基本設計方針「第１章 
共通項目」に基づく設計とする。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
燃⑥-1（p5 へ） 
燃①-1（p3 へ） 
燃①-2（p3 へ） 
燃②-1（p3,4 へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃②-2（p4 へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃②-3（p3 へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が 

一致する箇所 

紫字：ＳＡ設備に関する記載（比較対象外箇所） 

  ：発電炉との差異の理由   ：許可からの変更点等 

【凡例】 

①P3 へ 
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2.3.3  使用済燃料輸送容器管理建屋 
 使用済燃料輸送容器管理建屋は，使用
済燃料の受入れ施設の使用済燃料輸送容
器受入れ・保管設備及び使用済燃料輸送
容器保守設備，液体廃棄物の廃棄施設の
低レベル廃液処理設備の一部等を収納す
る。燃◇8  
 
 主要構造は，鉄筋コンクリート造（一
部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造)
で，使用済燃料収納使用済燃料輸送容器
保管庫，空使用済燃料輸送容器保管庫及
びトレーラエリアが地上１階（地上高さ
約 26ｍ），除染エリアが地上３階（地上
高さ約 16ｍ），地下１階，並びに保守エ
リアが地上２階（地上高さ約 21ｍ），地
下１階，平面が約 68ｍ（南北方向）×約
180ｍ（東西方向）の建物であり，堅固
な基礎版上に設置する。燃◇10  
 
 使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置
図を第 2.3－１図～第 2.3－５図に示
す。燃◇2  
 
2.3.4  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 
  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋は，「使
用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設」の
使用済燃料貯蔵設備，燃料取出し準備設
備，燃料取出し設備及び使用済燃料輸送
容器返却準備設備，「液体廃棄物の廃棄
施設｣の使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設廃液処理系(洗濯廃液ろ過装置を
除く)，｢固体廃棄物の廃棄施設」のチャ
ンネルボックス・バーナブルポイズン処
理系の一部，廃樹脂貯蔵系(使用済燃料
の受入れ及び貯蔵に係る廃樹脂の貯蔵)
及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベ
ル廃棄物貯蔵系，「計測制御系統施設」
の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
の制御室，「その他再処理設備の附属施
設」の第１非常用ディーゼル発電機等を
収納する。燃◇8  
 
  主要構造は，鉄筋コンクリート造（一
部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）
で，地上３階（地上高さ約 21ｍ），地下
３階，平面が約 130ｍ（南北方向）×約
86ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な
基礎版上に設置する。燃◇4  
  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置
図を第 2.3－６図～第 2.3－12 図に示
す。燃◇2  
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第十九条 
使用済燃料の受入施設及び貯蔵
施設は、次に掲げるところによ
るものでなければならない。 
 一 使用済燃料の崩壊熱を安

全に除去し得るものであ
ること。燃② 

 

 
 
 
 
 
 
 
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

は，使用済燃料の受入れ施設及び使用済
燃料の貯蔵施設で構成する。燃⑥-2,3 
 
使用済燃料の受入れ施設は，キャスク

に収納され再処理施設に輸送された使用
済燃料集合体の受入れ及びキャスクから
の使用済燃料集合体の取出しを行う設計

とする。燃⑦-1 
 
 
 
使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料

集合体を再処理するまでの期間の貯蔵及
びせん断処理施設への送出しを行う設計
とする。燃⑧-1 
 
 
 

使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン及び燃
料取出し装置を用いて１日 大ＢＷＲ燃
料 15.2ｔ・ＵＰｒ／ｄ，ＰＷＲ燃料 12.9
ｔ・ＵＰｒ／ｄの使用済燃料集合体を受け
入れることができ，年間の 大受入れ量
は，1,000ｔ･ＵＰｒとする設計とする。燃
①-1 
 
使用済燃料の貯蔵施設の燃料貯蔵プー

ルは， 大再処理能力 800ｔ・ＵＰｒ／ｙ
での再処理に対して受け入れた燃料を３
年間以上貯蔵することができる設計とす
る。燃①-2 
 
 
 
 
 
使用済燃料の受入れ施設の使用済燃料

収納使用済燃料輸送容器保管庫は，冷却
空気の流路を確保し，キャスクに収納さ
れた使用済燃料の崩壊熱を自然冷却によ
り除去し，本保管庫の構造物の健全性を
維持する設計とする。燃②-1,3,6 
 
 

四、再処理施設の位置，構造及び設備並
びに再処理の方法 
 
Ａ．再処理施設の位置，構造及び設備 
ハ．使用済燃料の受入施設及び貯蔵施設
の構造及び設備 
(１) 構  造 
 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
は，使用済燃料の受入れ施設及び使用済
燃料の貯蔵施設で構成する。燃⑥-2 
(ⅰ) 設計基準対象の施設 
 (ａ) 使用済燃料の受入れ施設 
 使用済燃料の受入れ施設は，キャスク
に収納され再処理施設に輸送された使用
済燃料集合体を受け入れる【燃⑦-1】使
用済燃料受入れ設備２系列（一部１系
列）で構成する。 
 
(ｂ) 使用済燃料の貯蔵施設 

 使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料
集合体を貯蔵し，せん断処理施設へ移送
する【燃⑧-1】使用済燃料貯蔵設備１系
列（一部２系列）で構成する。 
 
 
 
(ⅱ) 大受入能力及び 大貯蔵能力 
  (ａ) 大受入能力  
15.2ｔ･ＵＰｒ／ｄ（ＢＷＲ使用済燃料受
入れ時）又は 12.9ｔ･ＵＰｒ／ｄ（ＰＷＲ
使用済燃料受入れ時） 
 年間の 大受入れ量は，1,000ｔ･ＵＰ

ｒとする。燃①-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
使用済燃料受入れ設備の使用済燃料収納

使用済燃料輸送容器保管庫は，冷却空気

の流路を確保し，キャスクに収納された

使用済燃料の崩壊熱を自然冷却により除

去し，本保管庫の構造物の健全性を維持

する設計とする。燃②-6  
 
 

3. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設 
3.1 設計基準対象の施設 
3.1.1 概  要 
 
 
 
 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
は，使用済燃料の受入れ施設及び使用済
燃料の貯蔵施設で構成する。燃◇1  
 
 使用済燃料の受入れ施設は，キャスク
の受入れ及びキャスクからの使用済燃料
集合体の取出しを行う使用済燃料受入れ
設備である。燃◇1  
 
 
 
 
 使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料
集合体を再処理するまでの期間の貯蔵及
びせん断処理施設への送出しを行う使用
済燃料貯蔵設備である。燃◇1  
 
 
 
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレ

ーン及び燃料取出し装置を用いて１日
大ＢＷＲ燃料 15.2ｔ・ＵＰｒ／ｄ，ＰＷ
Ｒ燃料 12.9ｔ・ＵＰｒ／ｄの使用済燃料
集合体を受け入れることができる。燃①
-1 
 
 
適合のための設計方針  
第１項について 
 使用済燃料の貯蔵容量は， 大再処理
能力 800ｔ・ＵＰｒ／ｙでの再処理に対し
て受け入れた使用済燃料を３年間以上貯
蔵できる【燃①-2】3,000ｔ・ ＵＰｒと
し，【燃◇4 】燃料貯蔵プール・ピット等
では，使用済燃料の崩壊熱による過度な
温度上昇を防ぐため，１系統で必要な崩
壊熱除去機能を有するプール水冷却系を
２系統設ける設計とする。燃◇1  
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使用済燃料プールは，約 290 ％炉心

分の燃料の貯蔵が可能であり，さらに放
射化された機器等の貯蔵及び取扱いがで
きるスペースを確保した設計とする。な
お，通常運転中，全炉心の燃料体等を貯
蔵できる容量を確保できる設計とする。 
 
 
 
 

 使用済燃料乾式貯蔵設備は，自然冷却
によって使用済燃料からの崩壊熱を外部
に放出できる構造とし，適切に熱を除去
できる設計とする。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃⑥-3（p5 から） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃①-1（p1 から） 
 
 
 
 
 
 
燃①-2（p1 から） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃②-1（p1 から） 
燃②-3（p1 から） 
 

事業指定基準規則 

使用済燃料の貯蔵施設等 

第十七条 再処理施設に

は、次に掲げるところによ

り、使用済燃料の受入れ施

設（安全機能を有する施設

に属するものに限る。）及

び貯蔵施設（安全機能を有

する施設に属するものに限

る。）を設けなければなら

ない。 

一 使用済燃料を受け入

れ、又は貯蔵するために必

要な容量を有するものとす

ること。燃① 

二 冷却のための適切な措

置が講じられているもので

あること。燃② 

【許可からの変更点】 
施設区分の明確化。 
以下同じ。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設特有の機能として、

許可に使用済燃料の受け入れ能

力を示しているため。 

②P12 から 

①P7 から 
①P1 から 

④P8 から 

②P8 から 

⑤P9 から 

【許可からの変更点】 
記載の適正化。 
以下同じ。 

【許可からの変更点】 
記載の適正化。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

冷却の目的を明確化しているため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

施設の設計が異なるため貯

蔵容量も異なる。 

⑤P16 から 

⑧P20 から 
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 二 使用済燃料を受け入れ、

又は貯蔵する水槽は、次
に掲げるところによるも
のであること。 

  イ 水があふれ、又は漏え
いするおそれがないも
のであること。燃③ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

使用済燃料の受入れ施設の燃料取出し
ピット及び燃料仮置きピット並びに使用
済燃料の貯蔵施設の燃料貯蔵プール，チ
ャンネルボックス・バーナブル ポイズ
ン取扱ピット，燃料移送水路及び燃料送
出しピット（以下「燃料貯蔵プール・ピ
ット等」という。）については，プール
水をその他再処理設備の附属施設の安全
冷却水系の冷却水と熱交換器を介して熱
交換することにより【燃②-7】，１系統
で使用済燃料からの崩壊熱を適切に除去
し，燃料貯蔵プール・ピット等の構造物
の健全性を維持できるプール水冷却系を
２系統設ける設計とする。燃②-1,2,4,8 
プール水の冷却に必要な安全冷却水系

（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
用）については，第２章 個別項目の
「7.4 冷却水設備」に基づくものとす
る。燃②-7 
 
使用済燃料の貯蔵施設の補給水設備

は，プール水を適切に供給できる設計と
する。燃②-1,5 
 
燃料貯蔵プール・ピット等の内面は，

漏水を防止するためステンレス鋼を内張
りしたライニング構造とし，【燃③-1～
3,7】下部に排水口を設けない構造とす
るとともに，【燃③-4,8】燃料貯蔵プー
ル・ピット等に接続された配管が破損し
てもプール水が流出しないように逆止弁
を設置する設計とする。燃③-5,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
さらに，燃料貯蔵プール・ピット等の

ライニングは，万一の使用済燃料集合体
の落下時にもプール水の保持機能を失う
ような著しい損傷を生じないようにする
設計とする。燃③-6,10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
使用済燃料集合体を取り扱う燃料取出し
ピット及び燃料仮置きピットはライニン
グ構造とし，【燃③-1】使用済燃料から
の崩壊熱を適切に除去し，【燃②-4】プ
ール水は補給水設備から適切に供給でき
る設計とする。燃②-5  
 

その主要な設備である燃料貯蔵プール
はライニング構造とし，【燃③-2】使用
済燃料からの崩壊熱を適切に除去し，
【燃②-4】プール水は補給水設備から適
切に供給できる設計とする。燃②-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

プール水は，その他再処理設備の附属

施設の安全冷却水系からプール水冷却系

に供給する冷却水と熱交換器を介して熱

交換し，冷却される。燃②-7 

 プール水冷却系は，通常は２系列を運
転するが，１系列の運転でも年間 1,000
ｔ・ＵＰｒの使用済燃料集合体（冷却期
間：１年，燃焼度：平均 45,000ＭＷｄ
／ｔ・ＵＰｒ）を受け入れ，燃料貯蔵プ
ールに 3,000ｔ・ＵＰｒが貯蔵された場合
の【燃◇5 】崩壊熱を除去し，燃料貯蔵プ
ール水温を 65℃以下に保ち，【燃◇17】
燃料貯蔵プール・ピット等の構造物の健
全性を維持できる設計とする。燃②-8 
２系列運転の場合は，燃料貯蔵プール

の水温を 50℃以下に維持する。燃◇17  
 

 
 
 
 

ピット内面は，漏水を防止するためス
テンレス鋼を内張りし【燃③-3】，下部
に排水口を設けない構造とするととも
に，【燃③-4】ピットに接続された配管
が破損してもピット水が流出しないよう
に逆止弁を設置する。燃③-5 
 
 

燃料貯蔵プール及びこれに隣接するピ

ット等の内面は，漏水を防止するためス

テンレス鋼を内張りし，【燃③-7】さら

に，排水口を設けない構造とするととも

に，【燃③-8】燃料貯蔵プール及びこれ

に隣接するピット等に接続された配管が

破損してもプール水が流出しないように

逆止弁を設置する。燃③-9 

 

さらに，燃料取出しピット及び燃料仮

置きピットのライニングは，万一の使用

済燃料集合体の落下時にも燃料取出しピ

ット水及び燃料仮置きピット水の保持機

能を失うような著しい損傷を生じないよ

うにする。燃③-6  
 

さらに，燃料貯蔵プール及びこれに隣

接するピット等のライニングは，万一の

使用済燃料集合体の落下時にもプール水

の保持機能を失うような著しい損傷を生

じないようにする。燃③-10 
 
 

使用済燃料プールは，燃料プール冷却
浄化系ポンプ，燃料プール冷却浄化系熱
交換器，フィルタ脱塩器等で構成する燃
料プール冷却浄化系を設け，通常運転
時，運転時の異常な過渡変化時及び設計
基準事故時において，使用済燃料からの
崩壊熱を除去するとともに，使用済燃料
プール水を浄化できる設計とする。 
 
 
使用済燃料プールは，使用済燃料から

の崩壊熱を燃料プール冷却浄化系熱交換
器で除去して使用済燃料プール水を冷却
するとともに，燃料体の被覆が著しく腐
食するおそれがないよう燃料プール冷却
浄化系のフィルタ脱塩器で使用済燃料プ
ール水をろ過脱塩して，使用済燃料プー
ル，原子炉ウェル等の水の純度，透明度
を維持できる設計とする。 
 
また，補給水ラインを設け，使用済燃

料プール水の補給が可能な設計とする。 
 
 

 
使用済燃料プールは，内面をステンレ

ス鋼内張りに施設することにより，燃料
体等の取扱中に想定される燃料体等の落
下及び重量物の落下により機能を失うよ
うな損傷が生じない設計とする。 
 
 
 
使用済燃料プール水の漏えいを防止す

るため，使用済燃料プールには排水口を
設けない設計とし，使用済燃料プールに
接続された配管には真空破壊弁を設け，
配管が破損しても，サイフォン効果によ
り，使用済燃料プール水が継続的に流出
しない設計とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃②-1（p1 から） 
燃②-2（p1 から） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設特有の設計とし

て、許可に安全冷却水系を使

用してプール水を冷却するこ

とを示しているため。 

【許可からの変更点】 
崩壊熱除去の目的・手段の明

確化および略語（燃料貯蔵プ

ール・ピット等）の定義並びに

記載の適正化。 
略語の定義については以下

同じ。 

【許可からの変更点】 
記載の適正化 

【許可からの変更点】 
ピット水及びプール水は同一のも

のであるが、許可では漏えい箇

所に応じて記載を区別していた

ため、本基本設計方針では「プー

ル水」に統一することとした。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設特有の設計とし

て、許可に安全冷却水系を使

用してプール水を冷却するこ

とを示しているため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設とは使用済

燃料を冷却するための

設計が異なるため。 

㉒P24 から 

⑦P14 から 

⑪P22 から 

⑨P14 から 

⑭P22 から 

③P8 から 

⑥P9 から 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

プール水流出防止のための

設計が異なるため。 

⑩P20 から 

⑫P21 から 

⑪P20 から 

⑦P17 から 

⑬P21 から 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設とは使用済

燃料を冷却するための

設計が異なるため。 
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  ロ 水が使用済燃料によっ

て汚染されるおそれが
ある場合には、浄化装
置を設けること。燃④ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ハ 水の漏えいを適切に検

知し得るものであるこ
と。燃⑤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

プール水浄化系は，水の純度及び透明
度を維持するため，燃料取出しピット，
燃料仮置きピット及びチャンネルボック
ス・バーナブルポイズン取扱ピットの越
流せきから越流するプール水をポンプで
昇圧し，ろ過装置及び脱塩装置でろ過及
び脱塩した後，燃料取出しピット，燃料
仮置きピット及びチャンネルボックス・
バーナブルポイズン取扱ピットへ戻す設
計とするとともに、燃料貯蔵プール及び
燃料送出しピットから越流するプール水
を，ポンプで昇圧し，一部を脱塩装置で
脱塩した後，燃料貯蔵プール及び燃料送
出しピットへ戻す設計とする。燃④-1 
 
なお，万一のプール水の漏えいに対

し，燃料貯蔵プール・ピット等には漏え
い検知装置を設けて漏えいを検知する設
計とし，漏えい水を使用済燃料の受入れ
施設及び貯蔵施設廃液処理系へ移送でき
る設計とする。燃⑤-1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

また，燃料貯蔵プールには水位警報装
置及び温度警報装置を設け，計測制御系
統施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室に警報を発する設計とす
る。燃②-10,燃⑤-3 
 
 
 

使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃
料輸送容器管理建屋及び使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋に収納し，使用済燃料の貯
蔵施設は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
に収納する設計とする。燃⑥-1,4 
 
 
 
使用済燃料輸送容器管理建屋は，地上

１階（一部地上３階，地下１階）の建物
とする設計とする。燃⑥-5 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
は，使用済燃料の受入れ施設及び使用済
燃料の貯蔵施設で構成し，【燃⑥-3】使
用済燃料の受入れ施設は，使用済燃料輸
送容器管理建屋及び使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋に収納し，使用済燃料の貯蔵施
設は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に収
納する。燃⑥-4 
使用済燃料輸送容器管理建屋の主要構

造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄
筋コンクリート造及び鉄骨造）で，【燃
□3 】地上１階（一部地上３階，地下１
階），建築面積約 7,100ｍ２【燃□3 】の
建物である。燃⑥-5 

プール水浄化系は，燃料取出しピッ

ト，燃料仮置きピット及びチャンネルボ

ックス・バーナブルポイズン取扱ピット

の越流せきから越流するプール水をポン

プで昇圧し，ろ過装置及び脱塩装置でろ

過及び脱塩した後，燃料取出しピット，

燃料仮置きピット及びチャンネルボック

ス・バーナブルポイズン取扱ピットへ戻

す。また，燃料貯蔵プール及び燃料送出

しピットから越流するプール水は，ポン

プで昇圧し，一部を脱塩装置で脱塩した

後，燃料貯蔵プール及び燃料送出しピッ

トへ戻す。燃④-1 
 
 

また，万一のピット水の漏えいに対

し，漏えい検知装置を設けるとともに漏

えい水を使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設廃液処理系へ移送できる設計とす

る。燃⑤-1 

 
 
なお，万一のプール水の漏えいに対

し，燃料貯蔵プール及びこれに隣接する
ピット等には漏えい検知装置を設け，漏
えい水を使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設廃液処理系へ移送できる設計とす
る。燃⑤-2 
 
 
 また，燃料貯蔵プールには水位警報装
置及び温度警報装置を設け，計測制御系
統施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室に警報を発する設計とす
る。燃②-10,燃⑤-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

使用済燃料プールは，燃料プール冷却
浄化系ポンプ，燃料プール冷却浄化系熱
交換器，フィルタ脱塩器等で構成する燃
料プール冷却浄化系を設け，通常運転
時，運転時の異常な過渡変化時及び設計
基準事故時において，使用済燃料からの
崩壊熱を除去するとともに，使用済燃料
プール水を浄化できる設計とする。 
 
 
使用済燃料プールは，使用済燃料から

の崩壊熱を燃料プール冷却浄化系熱交換
器で除去して使用済燃料プール水を冷却
するとともに，燃料体の被覆が著しく腐
食するおそれがないよう燃料プール冷却
浄化系のフィルタ脱塩器で使用済燃料プ
ール水をろ過脱塩して，使用済燃料プー
ル，原子炉ウェル等の水の純度，透明度
を維持できる設計とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 計測装置等 
使用済燃料その他高放射性の燃料体を

貯蔵する水槽の水温を計測する装置とし
て使用済燃料プール温度を設け，計測結
果を中央制御室に表示できる設計とす
る。また，計測結果を記録し，及び保存
できる設計とする。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃⑥-3（p3 へ） 
 
燃⑥-1（p1 から） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

水位計・温度計は第 20 条に基づき設計され

るものであるが、崩壊熱除去機能監視及び

漏えい検知の役割も担っており、第 19 条の

適合性説明に必要であるため。 

【許可からの変更点】 
プール水浄化系の安全機

能の記載を拡充した。 

【許可からの変更点】 
記載の適正化 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

許可本文の記載を受け、収納す

る建屋を示すため。 

【許可からの変更点】 
漏えい検知に係る使用済燃料の

受入れ施設及び使用済燃料の貯

蔵施設の記載統一化 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準要求及び許可を受け、

漏えいの検知及び漏えい水の廃

液処理系への移送を記載してい

るため。 

㉓P25 から 

⑧P14 から 

⑫P22 から 

⑬P22 から ⑨P20 から 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

パラメータの計測に係る設

計方針は、再処理は第 20 条

で展開する。 

⑩P21 から 

⑫P21 から 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設とはプール

水を浄化するための設

計が異なるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設とはプール

水を浄化するための設

計が異なるため。 
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 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋は，地上
３階，地下３階の建物とする設計とす
る。燃⑥-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の主要構
造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄
筋コンクリート造及び鉄骨造）で，【燃
□1 】地上３階，地下３階，建築面積約
9,400ｍ２【燃□1 】の建物である。燃⑥-
6 
 使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置
概要図を第 47 図から第 51 図に，使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置概要図を
第 52 図から第 58 図に示す。燃□2  
 また，使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設系統概要図を第８図に示す。燃□2  
 
(３) 受け入れ，又は貯蔵する使用済燃
料の種類並びにその種類ごとの 大受入
能力及び 大貯蔵能力 
(ⅰ) 受け入れ，又は貯蔵する使用済燃
料の種類 
 ＢＷＲ及びＰＷＲの使用済ウラン燃料
集合体であって，以下の仕様を満たすも
のである。 
 (ａ) 濃縮度   
 
照射前燃料 高濃縮度  ：５ｗｔ％ 
使用済燃料集合体平均濃縮度：3.5ｗ
ｔ％以下 
 (ｂ) 再処理施設に受け入れるまでの
冷却期間        ：４ 年以上 
 
 ただし，燃料貯蔵プールの容量 3,000
ｔ・ＵＰｒのうち，冷却期間４年以上 12
年未満の使用済燃料の貯蔵量が 600ｔ・
ＵＰｒ未満，それ以外は冷却期間 12 年以
上となるよう受け入れを管理する。 
 (ｃ) 使用済燃料集合体 高燃焼度 

：55,000ＭＷｄ／ｔ･ＵＰｒ燃□4  
 
 
 
 
 
(ｄ) 使用済燃料集合体の照射前の構造 
ＢＷＲ燃料集合体燃□4  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
で受け入れる使用済燃料は，ＢＷＲ及び
ＰＷＲの使用済ウラン燃料集合体であっ
て，以下の仕様を満たすものである。燃
◇14  
照射前燃料 高濃縮度    ：５wt％ 
使用済燃料集合体平均濃縮度 ：3.5wt％
以下燃◇14  
使用済燃料 終取出し前の原子炉停止時
から再処理施設に受け入れるまでの期間 

：４年以上 
ただし，燃料貯蔵プールの容量 3,000

ｔ ・ＵＰｒのうち，冷却期間４年以上 12
年未満の使用済燃料の貯蔵量が 600ｔ・
ＵＰｒ未満，それ以外は冷却期間 12 年以
上となるよう受け入れを管理する。燃◇14  
 使用済燃料集合体 高燃焼度 
      ：55,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ燃◇14  
ここでいうｔ・ＵＰｒは，照射前金属

ウラン重量換算である。 
使用済燃料の冷却期間は，旧申請書に

おける設計条件を維持することとし，以
下の条件とする。 
再処理施設に受け入れるまでの冷却期間 

：１年以上燃◇14  
使用済燃料集合体の照射前の構造燃◇1  
ＢＷＲ燃料集合体燃◇14  
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ＰＷＲ燃料集合体燃□4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
使用済燃料集合体と一体となったチャ

ンネル ボックス及びバーナブルポイズ
ン（以下「ＣＢ・ＢＰ」という。）も受
け入れる。燃□4  
 

(ⅱ) 大受入能力及び 大貯蔵能力 
  (ａ) 大受入能力 燃①-1 
15.2ｔ･ＵＰｒ／ｄ（ＢＷＲ使用済燃料受
入れ時）又は 12.9ｔ･ＵＰｒ／ｄ（ＰＷＲ
使用済燃料受入れ時） 
 年間の 大受入れ量は，1,000ｔ･ＵＰ

ｒとする。 
 (ｂ) 大貯蔵能力  
燃料貯蔵プール：燃□1  
ＢＷＲ使用済燃料集合体 1,500ｔ･ＵＰｒ

(うち，使用済燃料集合体平均濃縮度が
2.0wt％を超えるもの 11.8ｔ･ＵＰｒ） 
ＰＷＲ使用済燃料集合体 1,500ｔ･ＵＰｒ

(うち，使用済燃料集合体平均濃縮度が
2.0wt％を超えるもの 27.6ｔ･ＵＰｒ） 
 
 (４) 主要な核的制限値 
 (ⅰ) 単一ユニット 
 (ａ) 燃料取出し装置及び燃料取扱装
置 
  使用済燃料集合体を１台当たり一時に
１体ずつ取り扱う。 
 (ⅱ) 複数ユニット 
 (ａ) 燃料取出し装置及び燃料取扱装
置 
 使用済燃料集合体を１台当たり一時に
１体ずつ取り扱うので該当なし。 
 (ｂ) 燃料仮置きラックのラック格子
中心間 小距離 
燃焼度計測前燃料仮置きラック 

 ＢＷＲ燃料収納部         20.2 ｃｍ 
（使用済燃料 高濃縮度５wt％) 
 ＰＷＲ燃料収納部         46.5 ｃｍ 
（使用済燃料 高濃縮度５wt％) 
燃焼度計測後燃料仮置きラック 

 ＢＷＲ燃料収納部     19.85ｃｍ 

ＰＷＲ燃料集合体燃◇14  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
使用済燃料集合体と一体となったチャ

ンネルボックス（以下「ＣＢ」とい
う。）及びバーナブルポイズン（以下
「ＢＰ」という。）も受け入れる。燃◇14  

 
 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
系統概要図を第３－１図に示す。燃◇2  
 
3.1.2 設計方針 
 (１) 臨界安全 
 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
は，容量いっぱいに使用済燃料集合体を
収納した場合でも通常時はもとより，技
術的に見て想定されるいかなる場合でも
未臨界を維持できる設計とする。燃◇11  
 (２) 閉じ込め 
 燃料貯蔵プール・ピット等は，ピット
水及びプール水（以下「プール水等」と
いう。）が漏えいし難い構造とする。ま
た，プール水等の漏えいの検知を行う設
計とする。万一漏えいした場合には，使
用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液
処理系へ移送できる設計とする。燃◇1  
 (３) 崩壊熱除去 
 使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保
管庫，燃料貯蔵プール・ピット等は，崩
壊熱を除去でき，構造物の健全性を維持
できる設計とする。燃◇1  
 (４) 単一故障 
 安全上重要な施設のプール水冷却系及
び補給水設備は，動的機器の単一故障を
仮定しても安全機能が確保できる設計と
する。燃◇13  
 (５) 外部電源喪失 
 安全上重要な施設のプール水冷却系及
び補給水設備は，その他再処理設備の附
属施設の非常用所内電源系統に接続し，
外部電源が喪失した場合でも安全機能が
確保できる設計とする。燃◇9  
 (６) 貯蔵容量 
 燃料貯蔵プールは，使用済燃料の受入
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（使用済燃料集合体平均濃縮度 3.5wt％
以下) 
 ＰＷＲ燃料収納部     34.75ｃｍ 
（使用済燃料集合体平均濃縮度 3.5wt％
以下) 
(ｃ) 燃料貯蔵ラックのラック格子中心
間 小距離 
低残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラック   
18.6 ｃｍ 
（使用済燃料集合体平均濃縮度 2.0wt％
以下） 
低残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラック   
30.75ｃｍ 
（使用済燃料集合体平均濃縮度 2.0wt％
以下） 
高残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラック   
34.7ｃｍ 
（使用済燃料集合体平均濃縮度 3.5wt％
以下） 
高残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラック   
47.1ｃｍ 
（使用済燃料集合体平均濃縮度 3.5wt％
以下） 
 (ｄ) バスケットの格子中心間 小距
離 
ＢＷＲ燃料用バスケット     19.85ｃｍ 
（使用済燃料集合体平均濃縮度 3.5wt％
以下) 
ＰＷＲ燃料用バスケット     34.75ｃｍ 
（使用済燃料集合体平均濃縮度 3.5wt％
以下) 燃□5  
 
 (ａ) 使用済燃料の受入れ施設 
 使用済燃料の受入れ施設は，キャスク
に収納され再処理施設に輸送された使用
済燃料集合体を受け入れる使用済燃料受
入れ設備２系列（一部１系列）で構成す
る。 
 
使用済燃料集合体を取り扱う燃料取出

しピット及び燃料仮置きピットはライニ
ング構造とし，【燃③-1】使用済燃料か
らの崩壊熱を適切に除去し，【燃②-4】
プール水は補給水設備から適切に供給で
きる設計とする。燃②-5 
 
使用済燃料受入れ設備の使用済燃料収

納使用済燃料輸送容器保管庫は，冷却空
気の流路を確保し，キャスクに収納され
た使用済燃料の崩壊熱を自然冷却により
除去し，本保管庫の構造物の健全性を維
持する設計とする。燃②-6  
 

れ及び再処理に対して適切な貯蔵容量を
有する設計とする。燃◇1  
 (７) 落下防止 
 燃料取扱装置等は，駆動源喪失時にお
けるつり荷の保持又は逸走防止を行い，
移送物の落下，転倒等を防止する設計と
する。燃◇1  
 また，使用済燃料受入れ設備は，貯蔵
燃料上への重量物の落下を防止できる配
置設計とする。燃◇1  
 (８) 試験及び検査 
 安全上重要な施設の使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋天井クレーン，プール水冷
却系及び補給水設備は，定期的な試験及
び検査ができる設計とする。燃◇14  
 (９) その他 
 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
は，再処理設備本体の運転開始に先立ち
使用する場合においても当該施設が安全
に使用でき，後続する施設の工事施工に
より安全性を損なうことのない設計とす
る。燃◇3  
 
3.1.3 主要設備の仕様 
(１) 使用済燃料受入れ設備 
 使用済燃料受入れ設備の主要設備の仕
様を第３－１表に示す。燃◇2  
 燃料仮置きラック概要図を第３－２図
に，使用済燃料輸送容器移送台車概要図
を第３－３図に示す。燃◇2  
 なお，使用済燃料受入れ設備は，再処
理設備本体の運転開始に先立ち使用す
る。燃◇3  
 
(２) 使用済燃料貯蔵設備 
 使用済燃料貯蔵設備の主要設備の仕様
を第３－２表に示す。燃◇2  
 燃料貯蔵プール概要図を第３－４図
に，低残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラック
概要図を第３－５図に，低残留濃縮度Ｐ
ＷＲ燃料貯蔵ラック概要図を第３－６図
に，高残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラック
概要図を第３－７図に，高残留濃縮度Ｐ
ＷＲ燃料貯蔵ラック概要図を第３－８図
に，ＢＷＲ燃料用バスケット概要図を第
３－９図に，ＰＷＲ燃料用バスケット概
要図を第３－10 図に，燃料移送水中台
車概要図を第３－11 図に示す。燃◇2  
 なお，使用済燃料貯蔵設備のうちバス
ケットの一部，バスケット取扱装置及び
バスケット搬送機を除く設備は，再処理
設備本体の運転開始に先立ち使用する。
燃◇3  
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③P4 へ 

②P3,9 へ 
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1.1 使用済燃料の受入れ施設 
 使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃
料受入れ設備２系列（一部１系列）で構
成する。燃⑦-2 
 
1.1.1 使用済燃料受入れ設備 
使用済燃料受入れ設備は，使用済燃料

輸送容器受入れ・保管設備，燃料取出し
準備設備，燃料取出し設備，使用済燃料
輸送容器返却準備設備及び使用済燃料輸
送容器保守設備で構成する。燃⑦-3 
 
1.1.1.1 使用済燃料輸送容器受入れ・
保管設備 
使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備

は，使用済燃料輸送容器管理建屋天井ク
レーン，使用済燃料輸送容器移送台車，
使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管
庫及び空使用済燃料輸送容器保管庫で構
成する。燃⑦-4 
 

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備
は，トレーラトラックで使用済燃料輸送
容器管理建屋に搬入したキャスクを一時
保管した後，使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋に搬入する設計とする。燃⑦-5,6 
 
 
 
 
 
 
使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保

管庫は，使用済燃料を収納したキャスク
を保管するとともに，保管を必要とする
空のキャスクの基数が空使用済燃料輸送
容器保管庫の容量を上回る場合に，その
上回った分の空のキャスクを一時保管す
る設計とする。燃⑦-7 

(ｂ) 使用済燃料の貯蔵施設 
 使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料
集合体を貯蔵し，せん断処理施設へ移送
する使用済燃料貯蔵設備１系列（一部２
系列）で構成する。 
 
その主要な設備である燃料貯蔵プール

はライニング構造とし，【燃③-2】使用
済燃料からの崩壊熱を適切に除去し，
【燃②-4】プール水は補給水設備から適
切に供給できる設計とする。燃②-5 
 
 
 
 (ａ) 使用済燃料の受入れ施設 
 使用済燃料の受入れ施設は，キャスク
に収納され再処理施設に輸送された使用
済燃料集合体を受け入れる使用済燃料受
入れ設備２系列（一部１系列）で構成す
る。燃⑦-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.4 系統構成及び主要設備 
3.1.4.1 使用済燃料受入れ設備 
(１) 系統構成 
使用済燃料受入れ設備は，キャスクの

受入れ及びキャスクからの使用済燃料集
合体の取出しを行う設備であり，【燃
◇1 】使用済燃料輸送容器受入れ・保管設
備，燃料取出し準備設備，燃料取出し設
備，使用済燃料輸送容器返却準備設備及
び使用済燃料輸送容器保守設備で構成す
る。燃⑦-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備

は，トレーラトラックで使用済燃料輸送
容器管理建屋に搬入したキャスクを使用
済燃料輸送容器管理建屋天井クレーンを
用いて使用済燃料輸送容器移送台車に積
み替え，【燃⑦-5】遮蔽を考慮した【燃
◇16】使用済燃料収納使用済燃料輸送容器
保管庫に移送する。燃⑦-6 
ここで一時保管した後，使用済燃料輸

送容器移送台車により使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋に搬入する。燃⑦-6 
また，使用済燃料収納使用済燃料輸送

容器保管庫は，使用済燃料を収納したキ
ャスクを保管するとともに，保管を必要
とする空のキャスクの基数が空使用済燃
料輸送容器保管庫の容量を上回る場合
に，その上回った分の空のキャスクを一
時保管する。燃⑦-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 燃料取扱設備 
燃料体等の取扱設備は，燃料取替機，

原子炉建屋クレーン，チャンネル着脱機
及び使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレー
ンで構成し，燃料取替機，原子炉建屋ク
レーン及びチャンネル着脱機は，新燃料
を原子炉建屋原子炉棟に搬入してから原
子炉建屋原子炉棟外へ搬出するまで，燃
料体等を安全に取り扱うことができる設
計とする。 
 
使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン

は，使用済燃料乾式貯蔵建屋内において
使用済燃料乾式貯蔵容器を安全に取り扱
うことができる設計とする。 
 
新燃料は，原子炉建屋原子炉棟内に設

ける新燃料貯蔵庫から原子炉建屋クレー
ン及びチャンネル着脱機を介して使用済
燃料プールに移し，燃料取替機により発
電用原子炉に装荷できる設計とする。 
 
また，燃料の取替えは，原子炉上部の

原子炉ウェルに水を張り，水中で燃料取
替機により行うことができる設計とす
る。 
 
使用済燃料は，遮蔽に必要な水深を確

保した状態で，燃料取替機により水中移
送し，原子炉建屋原子炉棟内の使用済燃
料プールの使用済燃料貯蔵ラックに貯蔵
できる設計とする。 
又は，使用済燃料プールに 7 年以上

貯蔵した後，使用済燃料乾式貯蔵設備に
貯蔵できる設計とする。 
 
使用済燃料の発電所外への搬出には，

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃⑦-4（p28 から） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

許可を受け、使用済燃料の受入

れ施設の用途及び設備構成を示

しているため。（1.1 全体） 

【許可からの変更点】 
基本設計方針に適した形と

なるように記載を修正した。 

②P8 から 

⑤P3,16 へ 

⑥P4 へ 

【許可からの変更点】 
基本設計方針に適した形と

なるように記載を修正した。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

使用済燃料を取り扱うため

の設備設計が異なるため。 

【許可からの変更点】 
設備構成の明確化 
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空使用済燃料輸送容器保管庫は，空の
キャスクを保管する設計とする。燃⑦-8 
 
 
 
 
 
使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレ

ーンは，使用済燃料輸送容器管理建屋に
設置し，キャスクの落下防止のため，つ
りワイヤの二重化，フックへの脱落防止
金具取付けを施し，逸走防止のインター
ロックを設けるとともに，電源喪失時に
もつり荷を保持できるフェイルセイフ機
構を有する設計とする。燃⑨-1 
 
 
 
使用済燃料輸送容器移送台車は，遠隔

自動運転とし，運転を安全，かつ，確実
に行うため逸走防止のインターロックを
設けるとともに，転倒し難い設計とす
る。燃⑨-2 
 

1.1.1.2 燃料取出し準備設備 
燃料取出し準備設備は，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に搬入したキャスクから
緩衝体を取り外し，燃料取出し準備室に
キャスクを移送する設計とする。燃⑦-9 
 
ここで，キャスク内部の浄化のため，

キャスクの内部水の入替えを行った後，
キャスクを移送し，燃料取出しピットの
防染バケットに収納する設計とする。燃
⑦-10 
 
キャスクからの排水は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系へ移
送できる設計とする。燃⑦-11 
 
1.1.1.3 燃料取出し設備 
燃料取出し設備は，燃料取出しピッ

ト，燃料仮置きピット，燃焼度計測前燃
料仮置きラック，燃焼度計測後燃料仮置

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

なお，一時保管した空のキャスクは，
返却に先立ち，必要に応じて使用済燃料
輸送容器返却準備設備又は使用済燃料輸
送容器保守設備にて保守を行う。燃◇1  
使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保

管庫は，冷却空気の流路を確保し，キャ
スクに収納された使用済燃料の崩壊熱を
自然冷却により除去し，本保管庫の構造
物の健全性を維持する設計とする。燃◇1  

空使用済燃料輸送容器保管庫は，空の
キャスクを保管する。燃⑦-8 
なお，空のキャスクは，返却に先立

ち，必要に応じて使用済燃料輸送容器返
却準備設備又は使用済燃料輸送容器保守
設備にて保守を行う。燃◇1  
 
使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレ

ーン及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天
井クレーンは，それぞれ使用済燃料輸送
容器管理建屋及び使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋に設置し，キャスクの落下防止の
ため，つりワイヤの二重化，フックへの
脱落防止金具取付けを施し，逸走防止の
インターロックを設けるとともに，電源
喪失時にもつり荷を保持できるフェイル
セイフ機構を有する構造とする。燃⑨-1 
 
使用済燃料輸送容器移送台車は，遠隔

自動運転とし，運転を安全，かつ，確実
に行うため逸走防止のインターロックを
設けるとともに，転倒し難い構造とす
る。燃⑨-2 
 
 
燃料取出し準備設備は，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に搬入したキャスクから
緩衝体を取り外し，使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋天井クレーンにより燃料取出し
準備室にキャスクを移送する。燃⑦-9 
ここで，キャスク内部の浄化のため，

キャスクの内部水の入替えを行った後，
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレー
ンを用いてキャスクを移送し，燃料取出
しピットの防染バケットに収納する。燃
⑦-10 
キャスクからの排水は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系へ移
送できる設計とする。燃⑦-11 
 
 
 
 
 

使用済燃料輸送容器を使用する。 
また，使用済燃料乾式貯蔵容器に収納

された使用済燃料を発電所外へ搬出する
場合には，使用済燃料プールへ使用済燃
料乾式貯蔵容器を運搬し，使用済燃料輸
送容器に使用済燃料の詰め替えを行った
後，キャスク除染ピットで使用済燃料輸
送容器の除染を行い発電所外へ搬出す
る。 
 
 
 
 
 
 
 使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン
は，定格荷重を保持でき，必要な安全率
を有するワイヤロープの二重化，フック
部の外れ止めを有する設計とする。 
 
 
また，重量物を吊った状態において，

使用済燃料乾式貯蔵建屋に設置された他
のキャスクと接触しないよう，走行及び
横行範囲のインターロックを設ける設計
とする。 
 
 
燃料取替機，原子炉建屋クレーン，チ

ャンネル着脱機及び使用済燃料乾式貯蔵
建屋天井クレーンは，動力電源喪失時に
電磁ブレーキによる保持機能により，燃
料体等の落下を防止できる設計とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【許可からの変更点】 
基本設計方針に適した形と

なるように記載を修正した。 

③P13 から 

⑤P13 から 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

使用済燃料を取り扱うため

の設備設計が異なるため。 

【許可からの変更点】 
設備構成の明確化 

①P13 から 

②P13 から 

④P14 から 
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きラック，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
天井クレ－ン，防染バケット，燃料取出
し装置で構成する。燃⑦-12 
 
燃料取出し設備は，防染バケットに収

納したキャスクを燃料取出しピット水中
につり降ろし，水中でキャスクの蓋を取
り外し，使用済燃料集合体を一体ずつキ
ャスクから取り出す設計とする。燃⑦-
13 
 
 
 
取り出した使用済燃料集合体は，燃料

仮置きピットの燃焼度計測前燃料仮置き
ラックに仮置きし，計測制御系統施設の
燃焼度計測装置を用いて平均濃縮度を測
定し，平均濃縮度が 3.5ｗｔ％以下であ
ることを確認した後，燃焼度計測後燃料
仮置きラックに仮置きする設計とする。
燃⑦-14 
その後，使用済燃料集合体を燃料移送

水中台車上のバスケットに収納する設計
とする。燃⑦-15 
なお，平均濃縮度が 2.0ｗｔ％を超え

る使用済燃料集合体及び著しい漏えいの
ある破損燃料を取り扱う場合には，燃料
収納缶に収納し，燃料取出し装置の補助
ホイストで取り扱い，燃料移送水中台車
に１体ずつ積載する設計とする。燃⑦-
16 
 
燃料仮置きラックは，適切なラック間

隔を取ることにより， 大容量まで使用
済燃料集合体を収納した場合でも，通常
時及び燃料間距離がラック内で 小とな
るような厳しい状態等，技術的に見て想
定されるいかなる場合でも未臨界を保つ
設計とする。燃⑩-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
燃料取出し設備は，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋天井クレ－ンを用いて防染
バケットに収納したキャスクを燃料取出
しピット水中につり降ろし，水中でキャ
スクの蓋を取り外し，燃料取出し装置を
用いて使用済燃料集合体を一体ずつキャ
スクから取り出す。燃⑦-13 
このとき，燃料集合体番号を確認す

る。燃◇6  
取り出した使用済燃料集合体は，燃料

仮置きピットの燃焼度計測前燃料仮置き
ラックに仮置きし，計測制御系統施設の
燃焼度計測装置を用いて平均濃縮度を測
定し，平均濃縮度が 3.5ｗｔ％以下であ
ることを確認した後，燃焼度計測後燃料
仮置きラックに仮置きする。燃⑦-14 
 
その後，燃料取出し装置により，使用

済燃料集合体を燃料移送水中台車上のバ
スケットに収納する。燃⑦-15 
なお，平均濃縮度が 2.0ｗｔ％を超え

る使用済燃料集合体及び著しい漏えいの
ある破損燃料を取り扱う場合には，燃料
収納缶に収納し，燃料取出し装置の補助
ホイストで取り扱い，燃料移送水中台車
に１体ずつ積載する。燃⑦-16 
 
 
燃料仮置きラックは，適切なラック間

隔を取ることにより， 大容量まで使用
済燃料集合体を収納した場合でも，通常
時及び燃料間距離がラック内で 小とな
るような厳しい状態等，技術的に見て想
定されるいかなる場合でも未臨界を保つ
構造とする。燃⑩-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

燃料取替機及びチャンネル着脱機は，
燃料体等を一体ずつ取り扱う構造とする
ことにより，臨界を防止する設計とし，
燃料体等の検査等を行う際に水面に近づ
いた状態であっても，燃料体等からの放
射線の遮蔽要な水深を確保できる設計と
する。 
 
原子炉建屋クレーンは，未臨界性を確

保した容器に収納して吊り上げる場合を
除き，燃料体等を取り扱う場合は，一体
ずつ取り扱う構造とし，臨界を防止する
設計とする。 
 
使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン

は，未臨界性を確保した使用済燃料乾式
貯蔵容器を取り扱う設計とする。 
 
燃料取替機は，燃料体等の発電用原子

炉から使用済燃料プールへの移送操作，
使用済燃料プールから発電用原子炉への
移送操作，使用済燃料輸送容器又は使用
済燃料乾式貯蔵容器への収納操作等をす
べて水中で行うことで，崩壊熱により燃
料体等が溶融せず，燃料体等からの放射
線に対して，適切な遮蔽能力を有する設 
計とする。 
 
チャンネル着脱機は，燃料体等の検査

等のための昇降操作等をすべて水中で行
うことで，崩壊熱により燃料体等が溶融
せず，燃料体等からの放射線に対して，
適切な遮蔽能力を有する設計とする。 
 
使用済燃料プールは，原子炉建屋原子炉
棟内に設け，燃料体等を水中の使用済燃
料貯蔵ラックに垂直に一体ずつ入れて貯
蔵し，使用済燃料貯蔵ラックは，中性子
吸収材であるほう素を添加したステンレ
ス鋼を使用するとともに適切な燃料間距
離をとることにより，燃料を貯蔵容量
大で貯蔵し，かつ使用済燃料プール水温
及び使用済燃料貯蔵ラック内燃料貯蔵位
置等について，想定されるいかなる場合
でも実効増倍率を 0.95 以下に保ち，貯
蔵燃料の臨界を防止できる設計とする。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
燃⑦-12（p28,29 か
ら） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【許可からの変更点】 
基本設計方針に適した形と

なるように記載を修正した。 

⑩P15 から 

⑥P16 から 

【「等」の解説】 
「通常時及び燃料間距離が

ラック内で最小となるような

厳しい状態等」の指す内容

は，燃料間距離がラック内で

最小となるようラック格子に

偏心して配置された状態及

び他の使用済燃料集合体

の落下，転倒，接近により使

用済燃料集合体が他の使

用済燃料集合体に異常に接

近した状態であり，添付書

類「Ⅰ－１ 安全機能を有す

る施設の臨界防止に関する

説明書」に示すため，当該

箇所では許可の記載を用い

た。（以下同じ） 
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使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレ
ーンは，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に
設置し，キャスクの落下防止のため，つ
りワイヤの二重化，フックへの脱落防止
金具取付けを施し，逸走防止のインター
ロックを設けるとともに，電源喪失時に
もつり荷を保持できるフェイルセイフ機
構を有する設計とする。燃⑨-3 
 
 
 
 
 
また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天

井クレーンは，脱輪防止装置を設け，地
震時にも落下することのない設計とする
とともに，燃料貯蔵プール上及び燃料仮
置きピット上を通過しない配置とし，万
一のキャスクの落下の場合にも燃料貯蔵
プ－ルの機能を喪失しないようにする設
計とする。燃⑨-4 
 
燃料取出し装置は，使用済燃料集合体

落下を防止するために，【燃⑪-1】つり
ワイヤを二重化し，フックに脱落防止機
構を施すとともに，電源喪失時又はつか
み具駆動用の空気源喪失時にも使用済燃
料集合体が落下することのないフェイル
セイフ機構を有する設計とする。燃⑨-5 
また，燃料取出し装置は，遠隔自動運

転とし，運転を安全，かつ，確実に行う
ため使用済燃料集合体のつり上げ高さを
６ｍ以下とし，使用済燃料集合体のつか
み不良時及び荷重異常時のつり上げ防
止，逸走防止のインターロックを設ける
設計とする。燃⑨-6 
 
 
 
 
 

1.1.1.4 使用済燃料輸送容器返却準備
設備 
使用済燃料輸送容器返却準備設備は，

使用済燃料取出し後の空のキャスクの返
却に先立ち，キャスク外面の除染，内部
水の排水，キャスク内部の確認，気密漏
えい検査及び汚染検査を行う設計とす
る。燃⑦-17 
また，必要に応じて使用済燃料輸送容

器返却準備設備にて保守を行うことがで
きる設計とする。燃⑦-18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレ

ーン及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天
井クレーンは，それぞれ使用済燃料輸送
容器管理建屋及び使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋に設置し，キャスクの落下防止の
ため，つりワイヤの二重化，フックへの
脱落防止金具取付けを施し，逸走防止の
インターロックを設けるとともに，電源
喪失時にもつり荷を保持できるフェイル
セイフ機構を有する構造とする。燃⑨-3 
 
 
 

 また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天
井クレーンは，脱輪防止装置を設け，地
震時にも落下することのない構造とする
とともに，燃料貯蔵プール上及び燃料仮
置きピット上を通過しない配置とし，万
一のキャスクの落下の場合にも燃料貯蔵
プ－ルの機能を喪失しないようにする。 
燃⑨-4 
 
燃料取出し装置は，つりワイヤを二重

化し，フックに脱落防止機構を施すとと
もに，電源喪失時又はつかみ具駆動用の
空気源喪失時にも使用済燃料集合体が落
下することのないフェイルセイフ機構を
有する構造とする。燃⑨-5 
 また，燃料取出し装置は，遠隔自動運
転とし，運転を安全，かつ，確実に行う
ため使用済燃料集合体のつり上げ高さを
６ｍ以下とし，使用済燃料集合体のつか
み不良時及び荷重異常時のつり上げ防
止，逸走防止のインターロックを設け
る。燃⑨-6 
 
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレ

ーン及び燃料取出し装置を用いて１日
大ＢＷＲ燃料 15.2ｔ・ＵＰｒ／ｄ，ＰＷ
Ｒ燃料 12.9ｔ・ＵＰｒ／ｄの使用済燃料
集合体を受け入れることができる。燃①
-1 
 
使用済燃料輸送容器返却準備設備は，

使用済燃料取出し後の空のキャスクの返
却に先立ち，キャスク外面の除染，内部
水の排水，キャスク内部の確認，気密漏
えい検査及び汚染検査を行う。燃⑦-17 
 
また，必要に応じて使用済燃料輸送容

器返却準備設備にて保守を行う。燃⑦-
18 
 

 使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン
は，定格荷重を保持でき，必要な安全率
を有するワイヤロープの二重化，フック
部の外れ止めを有する設計とする。 
 
 
また，重量物を吊った状態において，

使用済燃料乾式貯蔵建屋に設置された他
のキャスクと接触しないよう，走行及び
横行範囲のインターロックを設ける設計
とする。 
 
 
燃料取替機，原子炉建屋クレーン，チ

ャンネル着脱機及び使用済燃料乾式貯蔵
建屋天井クレーンは，動力電源喪失時に
電磁ブレーキによる保持機能により，燃
料体等の落下を防止できる設計とする。 
 
 
 
燃料取替機は，地震時にも転倒するこ

とがないように走行レール頭部を抱き込
む構造をした脱線防止装置を設ける。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
原子炉建屋クレーンは，フック部の外

れ止めを有し，使用済燃料輸送容器等を
取り扱う主巻フックは，ストッパ方式の
イコライザハンガを設けることにより，
燃料体等の重量物取扱中に落下を防止で
きる設計とする。 
 
また，想定される使用済燃料プール内

への落下物によって使用済燃料プール内
の燃料体等が破損しないことを計算によ
り確認する。 
 
なお，ワイヤロープ及びフックは，そ

れぞれクレーン構造規格，クレーン等安
全規則の規定を満たす安全率を有する設
計とする。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②P3 へ 

③P13 から 

④P13 から 

⑥P14 から 

②P13 から 

④P14 から 

①P13 から

③P13 から 

【許可からの変更点】 
設計基準事故発生防止のた

めの設計である旨記載を追加 
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1.1.1.5 使用済燃料輸送容器保守設備 
使用済燃料輸送容器保守設備は，保守

室天井クレーン，除染移送台車及び除染
室天井クレーンで構成する。燃⑦-19 
 
使用済燃料輸送容器保守設備では，空

使用済燃料輸送容器保管庫又は使用済燃
料収納使用済燃料輸送容器保管庫から使
用済燃料輸送容器管理建屋の保守エリア
に空のキャスクを搬入し，空のキャスク
を保守する設計とする。燃⑦-20 
 
 
保守に当たっては，放射線業務従事者

の被ばくの低減を考慮し，必要に応じ，
使用済燃料輸送容器管理建屋の除染エリ
アでキャスク内面及び内部構造物の除染
を行うことができる設計とする。燃⑦-
21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
使用済燃料輸送容器保守設備では，運

転保守性の向上を図るため適宜，空使用
済燃料輸送容器保管庫又は使用済燃料収
納使用済燃料輸送容器保管庫から使用済
燃料輸送容器移送台車により使用済燃料
輸送容器管理建屋の保守エリアに空のキ
ャスクを搬入し，空のキャスクを保守す
る。燃⑦-20 
保守に当たっては，放射線業務従事者

の被ばくの低減を考慮し，必要に応じ，
使用済燃料輸送容器管理建屋の除染エリ
アでキャスク内面及び内部構造物の除染
を行う。燃⑦-21 
 
使用済燃料受入れ設備の主要設備の臨

界安全管理表を第３－３表に示す。燃◇11  
 
なお，使用済燃料受入れ設備は，再処

理設備本体の運転開始に先立ち使用でき
る設計とする。燃◇3  
 
(２) 主要設備 
ａ．使用済燃料輸送容器管理建屋天井ク
レーン及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
天井クレーン 
 使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレ
ーン及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天
井クレーンは，それぞれ使用済燃料輸送
容器管理建屋及び使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋に設置し，キャスクの落下防止の
ため，つりワイヤの二重化，フックへの
脱落防止金具取付けを施し，逸走防止の
インターロックを設けるとともに，電源
喪失時にもつり荷を保持できるフェイル
セイフ機構を有する構造とする。燃⑨-
1,3 
 
また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天

井クレーンは，脱輪防止装置を設け，地
震時にも落下することのない構造とする
とともに，燃料貯蔵プール上及び燃料仮
置きピット上を通過しない配置とし，万
一のキャスクの落下の場合にも燃料貯蔵
プ－ルの機能を喪失しないようにする。
燃⑨-4 
 
 
 

燃料取替機の燃料把握機は，昇降を安
全かつ確実に行うため，定格荷重を保持
でき，必要な安全率を有するワイヤロー
プの二重化，フック部の外れ止めを有
し，グラップルには機械的インターロッ
クを設ける設計とする。 
 
チャンネル着脱機は，下限ストッパに

よる機械的インターロック及び燃料体等
を上部で保持する固定具により燃料体等
の使用済燃料プール床面への落下を防止
できる設計とする。 
 
使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン

は，定格荷重を保持でき，必要な安全率
を有するワイヤロープの二重化，フック
部の外れ止めを有する設計とする。 
 
 

また，重量物を吊った状態におい
て，使用済燃料乾式貯蔵建屋に設置され
た他のキャスクと接触しないよう，走行
及び横行範囲のインターロックを設ける
設計とする。 
 
燃料取替機は，燃料体等の取扱中に過

荷重となった場合に上昇を阻止するイン
ターロックを設けるとともに荷重監視を
行うことにより，過荷重による燃料体等
の落下を防止できる設計とする。 
 
燃料取替機は，地震時にも転倒するこ

とがないように走行レール頭部を抱き込
む構造をした脱線防止装置を設ける。 
 
 

原子炉建屋クレーンは，地震時にも転
倒することがないように走行方向及び横
行方向に対して，クレーン本体等の浮上
り量を考慮し，落下防止金具等を設ける
ことで，クレーン本体等の車輪がレール
上から落下しない設計とする。 
 
また，原子炉建屋クレーンは，使用済

燃料輸送容器等の重量物を吊った状態で
は，使用済燃料貯蔵ラック上を走行でき
ないようにインターロックを設ける設計
とする。 
 
使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン

は，地震時にも転倒することがないよう
に走行レール頭部を抱き込む構造をした
脱線防止装置を設ける。 

 
 
 
燃⑦-19（p29 から） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【許可からの変更点】 
基本設計方針に適した形と

なるように記載を修正した。 

【許可からの変更点】 
基本設計方針に適した形と

なるように記載を修正した。 

③P10,12 へ 

④P12 へ 

①P10,12,18,19 へ 

②P10,12,18 へ 

③P12 へ 

【許可からの変更点】 
設備構成の明確化 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

使用済燃料を取り扱うため

の設備設計が異なるため。 
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ｂ．使用済燃料輸送容器移送台車 
 使用済燃料輸送容器移送台車は，遠隔
自動運転とし，運転を安全，かつ，確実
に行うため逸走防止のインターロックを
設けるとともに，転倒し難い構造とす
る。燃⑨-2 
 

ｃ．燃料取出し装置 
 燃料取出し装置は，つりワイヤを二重
化し，フックに脱落防止機構を施すとと
もに，電源喪失時又はつかみ具駆動用の
空気源喪失時にも使用済燃料集合体が落
下することのないフェイルセイフ機構を
有する構造とする。燃⑨-5 
 また，燃料取出し装置は，遠隔自動運
転とし，運転を安全，かつ，確実に行う
ため使用済燃料集合体のつり上げ高さを
６ｍ以下とし，使用済燃料集合体のつか
み不良時及び荷重異常時のつり上げ防
止，逸走防止のインターロックを設け
る。燃⑨-6 
 
ｄ．燃料取出しピット及び燃料仮置きピ
ット 
 燃料取出しピット及び燃料仮置きピッ
トは，鉄筋コンクリート造の構造物で，
十分な耐震性を有する設計とする。燃◇12  
  
壁及び底部は，遮蔽を考慮した厚さと

するとともに，使用済燃料集合体のつり
上げ時にも使用済燃料集合体の頂部まで
の水深を約２ｍ以上確保する。燃◇16  
 
ピット内面は，漏水を防止するためス

テンレス鋼を内張りし【燃③-3】，下部
に排水口を設けない構造とするととも
に，【燃③-4】ピットに接続された配管
が破損してもピット水が流出しないよう
に逆止弁を設置する。燃③-5 

 
 
また，万一のピット水の漏えいに対

し，漏えい検知装置を設けるとともに漏
えい水を使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設廃液処理系へ移送できる設計とす
る。燃⑤-1 
 
さらに，燃料取出しピット及び燃料仮

置きピットのライニングは，万一の使用
済燃料集合体の落下時にも燃料取出しピ
ット水及び燃料仮置きピット水の保持機
能を失うような著しい損傷を生じないよ
うにする。燃③-6 

（使用済燃料乾式貯蔵容器については再
処理施設の使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設に相当品がないため記載を省略
する。） 
 
燃料取替機の燃料把握機は，空気作動

式とし，燃料体等をつかんだ状態で圧縮
空気が喪失した場合にも，つかんだ状態
を保持し，燃料体等が外れない設計とす
る。 
 
燃料取替機，原子炉建屋クレーン，チ

ャンネル着脱機及び使用済燃料乾式貯蔵
建屋天井クレーンは，動力電源喪失時に
電磁ブレーキによる保持機能により，燃
料体等の落下を防止できる設計とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

⑦P4 へ 

⑧P5 へ 

⑨P4 へ 

⑤P10 へ 

⑥P12 へ 

④P10,12,18,19 へ 
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ｅ．燃料仮置きラック 
 燃料仮置きラックは，適切なラック間
隔を取ることにより， 大容量まで使用
済燃料集合体を収納した場合でも，通常
時及び燃料間距離がラック内で 小とな
るような厳しい状態等，技術的に見て想
定されるいかなる場合でも未臨界を保つ
構造とする。燃⑩-1 
 
また，実効増倍率の計算に当たって

は，燃料の燃焼により生成するプルトニ
ウムの寄与を考慮するとともに，使用済
燃料の受入れ施設及び貯蔵施設で受け入
れるＢＷＲ燃料集合体，ＰＷＲ燃料集合
体の中でそれぞれ も厳しい構造を持つ
燃料集合体の冷却期間を０年とする。燃
◇11  
ｆ．防染バケット 
 防染バケットは，キャスク外表面の汚
染低減のためにキャスクを燃料取出しピ
ットに沈める際に使用する。 
防染バケットは，キャスクを収納し，

つり上げるために十分な強度を有する設
計とするとともに横転することのない構
造とする。燃◇17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑩P11 へ 
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1.2 使用済燃料の貯蔵施設 
使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料

貯蔵設備１系列（一部２系列）で構成す
る。燃⑧-2 
1.2.1 使用済燃料貯蔵設備 
使用済燃料貯蔵設備は，燃料移送設

備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設備，プ
ール水浄化・冷却設備，補給水設備，代
替注水設備，スプレイ設備，漏えい抑制
設備，臨界防止設備及び監視設備で構成
する。燃⑧-3 
 

1.2.1.1 燃料移送設備 
燃料移送設備は，燃料移送水路及び燃

料移送水中台車で構成する。燃⑧-4 
 
燃料移送設備は，バスケットに収納さ

れた使用済燃料集合体又は燃料収納缶に
収納された使用済燃料集合体の燃料取出
し設備，燃料貯蔵設備間の移送及び燃料
貯蔵設備，燃料送出し設備間の移送を行
う設計とする。燃⑧-5 
 
燃料移送水中台車は，遠隔自動運転と

し，運転を安全，かつ，確実に行うため
逸走防止のインターロックを設けるとと
もに，転倒し難い設計とする。燃⑨-7 
 

1.2.1.2 燃料貯蔵設備 
燃料貯蔵設備は，燃料貯蔵プール（Ｂ

ＷＲ燃料用，ＰＷＲ燃料用並びにＢＷＲ
燃料及びＰＷＲ燃料用），チャンネルボ
ックス・バーナブルポイズン取扱ピット
（チャンネルボックス（以下「ＣＢ」と
いう。）用，バーナブルポイズン（以下
「ＢＰ」という。）用並びにチャンネル
ボックス及びバーナブルポイズン（以下
「ＣＢ・ＢＰ」という。）用），低残留
濃縮度燃料貯蔵ラック，高残留濃縮度燃
料貯蔵ラック，燃料取扱装置及び燃料収
納缶で構成する。燃⑧-6 
 
燃料貯蔵設備は，燃料取出し設備から

移送した使用済燃料集合体を１体ずつ燃
料取扱装置を用いてバスケットから取り
出す設計とする。燃⑧-7 
平均濃縮度が 2.0ｗｔ％以下のもの

は，燃料貯蔵プールの低残留濃縮度燃料
貯蔵ラックに収納し，貯蔵する設計とす
る。燃⑧-8 
 
平均濃縮度が 2.0ｗｔ％を超えるもの

及び著しい漏えいのある破損燃料は，燃

(ｂ) 使用済燃料の貯蔵施設 
 使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料
集合体を貯蔵し，せん断処理施設へ移送
する使用済燃料貯蔵設備１系列（一部２
系列）で構成する。燃⑧-2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.4.2 使用済燃料貯蔵設備 
 (１) 系統構成 
 使用済燃料貯蔵設備は，使用済燃料受
入れ設備から移送された使用済燃料集合
体をせん断処理施設に送り出すまでの間
貯蔵する設備であり，【燃◇1 】燃料移送
設備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設備，
プール水浄化・冷却設備及び補給水設備
で構成する。燃⑧-3 
 
 
 
 
 
 
 
 燃料移送設備は，燃料移送水中台車を
用いて，バスケットに収納された使用済
燃料集合体又は燃料収納缶に収納された
使用済燃料集合体の燃料取出し設備，燃
料貯蔵設備間の移送及び燃料貯蔵設備，
燃料送出し設備間の移送を行う。燃⑧-5 
 
燃料移送水中台車は，遠隔自動運転と

し，運転を安全，かつ，確実に行うため
逸走防止のインターロックを設けるとと
もに，転倒し難い構造とする。燃⑨-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 燃料貯蔵設備は，燃料取出し設備から
燃料移送水中台車で移送した使用済燃料
集合体を１体ずつ燃料取扱装置を用いて
バスケットから取り出し，【燃⑧-7】平
均濃縮度が 2.0ｗｔ％以下のものは，燃
料貯蔵プールの低残留濃縮度燃料貯蔵ラ
ックに収納し，貯蔵する。燃⑧-8 
 
 
平均濃縮度が 2.0ｗｔ％を超えるもの

及び著しい漏えいのある破損燃料は，燃

2. 燃料貯蔵設備 
燃料体等を貯蔵する設備として，新燃

料貯蔵庫，使用済燃料プール及び使用済
燃料乾式貯蔵設備を設ける設計とする。 
 
（新燃料貯蔵庫は発電炉特有の設計で

あるため、以降の記載を省略する。ま
た、使用済燃料乾式貯蔵設備の容量及び
臨界防止の設計は発電炉特有のものであ
るため、記載を省略する。） 
 
 
 
 
使用済燃料プールは，約 290 ％炉心分

の燃料の貯蔵が可能であり，さらに放射
化された機器等の貯蔵及び取扱いができ
るスペースを確保した設計とする。 
なお，通常運転中，全炉心の燃料体等

を貯蔵できる容量を確保できる設計とす
る。 
 
燃料体等の貯蔵設備は，燃料取扱者以

外の者がみだりに立ち入らないよう，フ
ェンス等により立入を制限できる設計と
する。 
 
使用済燃料プールは，原子炉建屋原子炉
棟内に設け，燃料体等を水中の使用済燃
料貯蔵ラックに垂直に一体ずつ入れて貯
蔵し，使用済燃料貯蔵ラックは，中性子
吸収材であるほう素を添加したステンレ
ス鋼を使用するとともに適切な燃料間距
離をとることにより，燃料を貯蔵容量
大で貯蔵し，かつ使用済燃料プール水温
及び使用済燃料貯蔵ラック内燃料貯蔵位
置等について，想定されるいかなる場合
でも実効増倍率を 0.95 以下に保ち，貯
蔵燃料の臨界を防止できる設計とする。 

 
 
使用済燃料プールは，鉄筋コンクリー

ト造，ステンレス鋼内張りの水槽であ
り，使用済燃料プールからの放射性物質
を含む水があふれ，又は漏れない構造と
する。 
 
使用済燃料プール内の壁面及び底部

は，コンクリート壁による遮蔽を施すと
ともに，燃料体等の上部には十分な遮蔽
効果を有する水深を確保することによ
り，燃料体等からの放射線に対して適切
な遮蔽能力を有し，放射線業務従事者の

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

燃⑧-4（p30 から） 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃⑧-6（p29,30 か
ら） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

許可を受け、使用済燃料の貯蔵

施設の用途及び設備構成を示し

ているため。（1.2 全体） 

⑤P9 から 

【許可からの変更点】 
基本設計方針に適した形と

なるように記載を修正した。 

【許可からの変更点】 
基本設計方針に適した形と

なるように記載を修正した。 

⑱P23 から 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

使用済燃料を取り扱うため

の設備設計が異なるため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

使用済燃料を取り扱うため

の設備設計が異なるため。 

【許可からの変更点】 
設備構成の明確化 

【許可からの変更点】 
設備構成の明確化 

⑥P11,17,18 へ 

⑤P3 へ 
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料収納缶に収納した状態で移送し，燃料
貯蔵プールの高残留濃縮度燃料貯蔵ラッ
クに収納し，貯蔵する設計とする。燃⑧

-9 
 
 
 

 
ＢＷＲ使用済燃料集合体は，せん断前

の処理のため１体ずつ燃料取扱装置を用
いてチャンネルボックス・バーナブルポ
イズン取扱ピット（ＣＢ用）又はチャン
ネルボックス・バーナブルポイズン取扱
ピット（ＣＢ・ＢＰ用）へ移送し，ＣＢ
を取り外した後，燃料貯蔵ラックへ戻す
設計とする。燃⑧-10 
 

 ＰＷＲ使用済燃料集合体のＢＰは，せ
ん断前の処理のために燃料貯蔵プ－ルで
燃料取扱装置を用いて取り外し，チャン
ネルボックス・バーナブルポイズン取扱
ピット（ＢＰ用）又はチャンネルボック
ス・バーナブルポイズン取扱ピット（Ｃ
Ｂ・ＢＰ用）へ移送する設計とする。燃
⑧-11 
 取り外したＣＢ・ＢＰは，チャンネル
ボックス・バーナブルポイズン取扱ピッ
トにおいて固体廃棄物の廃棄施設の低レ
ベル固体廃棄物処理設備（使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋）を用いて切断，減容し
た後，容器に詰め【燃⑧-12】，燃料取
出しピットへ移送し，運搬容器に収納
し，トレーラトラックで低レベル固体廃
棄物処理設備（チャンネルボックス・バ
ーナブルポイズン処理建屋）へ移送する
設計とする。燃⑧-13 
 
 

 
燃料貯蔵ラックは，適切な燃料間隔を

とることにより， 大容量まで使用済燃
料集合体を収納した場合に，通常時及び
燃料間距離がラック内で 小となるよう
な厳しい状態等，技術的に見て想定され
るいかなる場合でも未臨界に保つ設計と
する。燃⑩-2 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

料収納缶【燃⑧-6】に収納した状態で燃

料移送水中台車を用いて燃料貯蔵設備に
移送し，燃料取扱装置の補助ホイストで
取り扱い，燃料貯蔵プールの高残留濃縮
度燃料貯蔵ラックに収納し，貯蔵する。
燃⑧-9 
 
 
 なお，ＢＷＲ使用済燃料集合体は，せ
ん断前の処理のため１体ずつ燃料取扱装
置を用いてチャンネルボックス・バーナ
ブルポイズン取扱ピット（ＣＢ用）又は
チャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン取扱ピット（ＣＢ及びＢＰ（以下「Ｃ
Ｂ・ＢＰ」という。）用）へ移送し，Ｃ
Ｂを取り外した後，燃料貯蔵ラックへ戻
す。燃⑧-10 
 また，ＰＷＲ使用済燃料集合体のＢＰ
は，せん断前の処理のために燃料貯蔵プ
－ルで燃料取扱装置を用いて取り外し，
チャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン取扱ピット（ＢＰ用）又はチャンネル
ボックス・バーナブルポイズン取扱ピッ
ト（ＣＢ・ＢＰ用）へ移送する。燃⑧-
11 
 取り外したＣＢ・ＢＰは，チャンネル
ボックス・バーナブルポイズン取扱ピッ
トにおいて固体廃棄物の廃棄施設の低レ
ベル固体廃棄物処理設備（使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋）を用いて切断，減容し
た後，容器に詰める。燃⑧-12 
この容器を燃料取扱装置，燃料移送水

中台車及び燃料取出し装置を用いて燃料
取出しピットへ移送し，運搬容器に収納
し，トレーラトラックで低レベル固体廃
棄物処理設備（チャンネルボックス・バ
ーナブルポイズン処理建屋）へ移送す
る。燃⑧-13 
 
燃料貯蔵ラック，バスケット及びバス

ケット仮置き架台は，適切な燃料間隔を
とることにより， 大容量まで使用済燃
料集合体を収納した場合に，通常時及び
燃料間距離がラック内で 小となるよう
な厳しい状態等，技術的に見て想定され
るいかなる場合でも未臨界に保つ構造と
する。燃⑩-2 
 
 
 
 
 
 

被ばくを低減する設計とする。 
 
万一，使用済燃料プールからの水の漏

えいが発生し，かつ，使用済燃料プール
水の補給に復水貯蔵タンク水が使用でき
ない場合には，残留熱除去系を用いてサ
プレッション・チェンバのプール水を補
給できる設計とする。 
 
使用済燃料プールは，内面をステンレ

ス鋼内張りに施設することにより，燃料
体等の取扱中に想定される燃料体等の落
下及び重量物の落下により機能を失うよ
うな損傷が生じない設計とする。 
 
なお，チャンネル着脱機は，燃料体等

を移動する際，使用済燃料プールライニ
ングの下に設置されている漏えい検知溝
上を通ることがないよう，より離れた場
所に移設する。 
 
燃料体等の落下に関しては，模擬燃料

体の気中落下試験（以下「落下試験」と
いう。）での 大減肉量を考慮しても使
用済燃料プールの機能が損なわれない厚
さ以上のステンレス鋼内張りを施設す
る。 
 
なお，使用済燃料乾式貯蔵容器等に使

用済燃料を収納する場合などは，落下試
験での落下高さを超えるため，水の浮力
及び抗力を考慮することにより落下試験
時の落下エネルギを下回ることを確認す
る。 
（重量物の落下に関しては、技術基準規
則第 6条及び第 18 条の基本設計方針及
び添付書類で取り扱う内容であるため記
載を省略する。） 
 
使用済燃料プールは，原子炉建屋原子炉
棟内に設け，燃料体等を水中の使用済燃
料貯蔵ラックに垂直に一体ずつ入れて貯
蔵し，使用済燃料貯蔵ラックは，中性子
吸収材であるほう素を添加したステンレ
ス鋼を使用するとともに適切な燃料間距
離をとることにより，燃料を貯蔵容量
大で貯蔵し，かつ使用済燃料プール水温
及び使用済燃料貯蔵ラック内燃料貯蔵位
置等について，想定されるいかなる場合
でも実効増倍率を 0.95 以下に保ち，貯
蔵燃料の臨界を防止できる設計とする。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

【許可からの変更点】 
基本設計方針に適した形と

なるように記載を修正した。 

【許可からの変更点】 
基本設計方針に適した形と

なるように記載を修正した。 

⑮P20 から 

【許可からの変更点】 
基本設計方針に適した形と

なるように記載を修正した。 

⑥P16 から 

⑦P4 へ 
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燃料取扱装置は，使用済燃料集合体落
下を防止するために，【燃⑪-2】つりワ
イヤを二重化し，フックに脱落防止機構
を施すとともに，電源喪失時及びつかみ
具駆動用の空気源喪失時にも使用済燃料
集合体が落下することのないフェイルセ
イフ機構を有する設計とする。燃⑨-8 
 
また，燃料取扱装置は遠隔自動運転と

し，運転を安全，かつ，確実に行うため
使用済燃料集合体のつり上げ高さを６ｍ
以下とし，燃料のつかみ不良又は荷重異
常時のつり上げ防止及び逸走防止のイン
ターロックを設ける設計とする。燃⑨-9 
 
1.2.1.3 燃料送出し設備 
燃料送出し設備は，燃料送出しピッ

ト，バスケット（ＢＷＲ燃料用及びＰＷ
Ｒ燃料用），バスケット仮置き架台（実
入り用及び空用），バスケット取扱装置
及びバスケット搬送機で構成する。燃⑧
-14 
 燃料送出し設備は，バスケットに収納
され，燃料送出しピットに移送された使
用済燃料集合体を，バスケット単位でバ
スケット仮置き架台に一時仮置きした
後，せん断処理施設に送り出す設計とす
る。燃⑧-15 
 
 
バスケット及びバスケット仮置き架台

は，適切な燃料間隔をとることにより，
大容量まで使用済燃料集合体を収納し

た場合に，通常時及び燃料間距離がラッ
ク内で 小となるような厳しい状態等，
技術的に見て想定されるいかなる場合で
も未臨界に保つ設計とする。燃⑩-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

燃料取扱装置は，つりワイヤを二重化

し，フックに脱落防止機構を施すととも
に，電源喪失時及びつかみ具駆動用の空
気源喪失時にも使用済燃料集合体が落下
することのないフェイルセイフ機構を有
する構造とする。燃⑨-8 
 
 
また，燃料取扱装置は遠隔自動運転と

し，運転を安全，かつ，確実に行うため
使用済燃料集合体のつり上げ高さを６ｍ
以下とし，燃料のつかみ不良又は荷重異
常時のつり上げ防止及び逸走防止のイン
ターロックを設ける。燃⑨-9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 燃料送出し設備は，バスケットに収納
され，燃料貯蔵設備から燃料送出しピッ
トに移送された使用済燃料集合体を，バ
スケット単位でバスケット取扱装置を用
いてバスケット仮置き架台に一時仮置き
した後，バスケット搬送機に装荷し，せ
ん断処理施設に送り出す。燃⑧-15 
 
燃料貯蔵ラック，バスケット及びバス

ケット仮置き架台は，適切な燃料間隔を
とることにより， 大容量まで使用済燃
料集合体を収納した場合に，通常時及び
燃料間距離がラック内で 小となるよう
な厳しい状態等，技術的に見て想定され
るいかなる場合でも未臨界に保つ構造と
する。燃⑩-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン
は，定格荷重を保持でき，必要な安全率
を有するワイヤロープの二重化，フック
部の外れ止めを有する設計とする。 
 
 
また，重量物を吊った状態において，

使用済燃料乾式貯蔵建屋に設置された他
のキャスクと接触しないよう，走行及び
横行範囲のインターロックを設ける設計
とする。 
 
 
燃料取替機，原子炉建屋クレーン，チ

ャンネル着脱機及び使用済燃料乾式貯蔵
建屋天井クレーンは，動力電源喪失時に
電磁ブレーキによる保持機能により，燃
料体等の落下を防止できる設計とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
使用済燃料プールは，原子炉建屋原子炉
棟内に設け，燃料体等を水中の使用済燃
料貯蔵ラックに垂直に一体ずつ入れて貯
蔵し，使用済燃料貯蔵ラックは，中性子
吸収材であるほう素を添加したステンレ
ス鋼を使用するとともに適切な燃料間距
離をとることにより，燃料を貯蔵容量
大で貯蔵し，かつ使用済燃料プール水温
及び使用済燃料貯蔵ラック内燃料貯蔵位
置等について，想定されるいかなる場合
でも実効増倍率を 0.95 以下に保ち，貯
蔵燃料の臨界を防止できる設計とする。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
燃⑧-14（p30 から） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

⑯P21 から 

⑮P20 から 

⑰P21 から 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

使用済燃料を取り扱うため

の設備設計が異なるため。 

【許可からの変更点】 
基本設計方針に適した形と

なるように記載を修正した。 

【許可からの変更点】 
設備構成の明確化 

②P13 から 

④P14 から 

①P13 から 

【許可からの変更点】 
基本設計方針に適した形と

なるように記載を修正した。 

⑥P16 から 

【許可からの変更点】 
設計基準事故発生防止のた

めの設計である旨記載を追加 

【「等」の解説】 
「通常時及び燃料間距離が

ラック内で最小となるような

厳しい状態等」の指す内容

は，バスケット同士が異常に

接近した状態のことであり，

添付書類「Ⅰ－１ 安全機能

を有する施設の臨界防止に

関する説明書」に示すため，

当該箇所では許可の記載を

用いた。 
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 バスケット取扱装置は，使用済燃料集
合体落下を防止するために，【燃⑪-3】
つり上げ機構を二重化し，フックに脱落
防止機構を施すとともに，電源喪失時又
はつかみ具駆動用の空気源喪失時にもバ
スケットが落下することのないフェイル
セイフ機構を有する設計とする。 
また，バスケット取扱装置は，遠隔自動
運転とし，運転を安全，かつ，確実に行
うためバスケットのつり上げ高さを 0.35
ｍ以下とし，バスケット落下防止のイン
ターロックを設ける設計とする。燃⑨-
10 
 
バスケット搬送機は，つり上げ機構を

二重化し，電源喪失時にもバスケットが
下降しない設計とする。 
また，バスケット搬送機は，遠隔自動

運転とし，運転を安全，かつ，確実に行
うため転倒防止及び逸走防止のインター
ロックを設ける設計とする。燃⑨-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

バスケット取扱装置は，つり上げ機構

を二重化し，フックに脱落防止機構を施
すとともに，電源喪失時又はつかみ具駆
動用の空気源喪失時にもバスケットが落
下することのないフェイルセイフ機構を
有する設計とする。 
また，バスケット取扱装置は，遠隔自

動運転とし，運転を安全，かつ，確実に
行うためバスケットのつり上げ高さを
0.35ｍ以下とし，バスケット落下防止の
インターロックを設ける。燃⑨-10 
 
 
 
バスケット搬送機は，つり上げ機構を

二重化し，電源喪失時にもバスケットが
下降しない構造とする。 
また，バスケット搬送機は，遠隔自動

運転とし，運転を安全，かつ，確実に行
うため転倒防止及び逸走防止のインター
ロックを設ける。燃⑨-11 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン
は，定格荷重を保持でき，必要な安全率
を有するワイヤロープの二重化，フック
部の外れ止めを有する設計とする。 
 
 
燃料取替機，原子炉建屋クレーン，チ

ャンネル着脱機及び使用済燃料乾式貯蔵
建屋天井クレーンは，動力電源喪失時に
電磁ブレーキによる保持機能により，燃
料体等の落下を防止できる設計とする。 
 
 
 
地震時における使用済燃料プールの健

全性確保のため，使用済燃料プール壁面
に設置されている制御棒貯蔵ハンガに制
御棒を保管する場合は，3 本掛けのう
ち，先端部を除く 2 箇所を使用するとと
もに，その旨を保安規定に定めて管理す
る。 
 
使用済燃料乾式貯蔵設備は，使用済燃

料乾式貯蔵容器及び使用済燃料乾式貯蔵
容器を保管する使用済燃料乾式貯蔵建屋
等からなり，想定されるいかなる状態に
おいても使用済燃料が臨界に達すること
のない設計とし，使用済燃料からの崩壊
熱を適切に除去する設計とする。 
また，「原子力発電所内の使用済燃料

の乾式キャスク貯蔵について（平成４年
８月２７日原子力安全委員会了承）」の
要件を満足する設計とする。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑲P24 から 

⑳P24 から 

④P14 から 

①P13 から 

【許可からの変更点】 
設計基準事故発生防止のた

めの設計である旨記載を追加 

1367



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第１９条 （使用済燃料の貯蔵施設等） 第１項（20 / 32） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.1.4 プール水浄化・冷却設備 
プール水浄化・冷却設備は，プール水

冷却系及びプール水浄化系で構成する。
燃⑧-16 
 
プール水冷却系は，熱交換器及びポン

プで構成する。燃⑧-17 
プール水浄化系は，ろ過装置，脱塩装

置及びポンプで構成する。燃⑧-18 
 

 プール水浄化・冷却設備は，使用済燃
料から発生する崩壊熱を熱交換器で除去
し，燃料貯蔵プール・ピット等の水を冷
却するとともに，ろ過及び脱塩して，水
の純度及び透明度を維持する設計とす
る。燃⑧-19 
 
1.2.1.5 補給水設備 
 補給水設備は，補給水槽及びポンプで
構成する。燃⑧-20 
 
補給水設備は，補給水槽に貯蔵した水

を燃料取出し準備設備，プール水浄化
系，燃料貯蔵プール・ピット等，燃焼度
計測装置，液体廃棄物の廃棄施設（低レ
ベル廃液処理設備の一部）及び固体廃棄
物の廃棄施設（廃樹脂貯蔵系の一部）に
補給する設計とする。燃⑧-21 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
プール水浄化・冷却設備は，プール水

冷却系及びプール水浄化系で構成する。
燃⑧-16 
 
 
 
 
 

 
 プール水浄化・冷却設備は，使用済燃
料から発生する崩壊熱を熱交換器で除去
し，燃料貯蔵プール・ピット等の水を冷
却するとともに，ろ過装置及び脱塩装置
でろ過及び脱塩して，水の純度及び透明
度を維持する。燃⑧-19 
 
 
 
 
 
 補給水設備は，燃料取出し準備設備，
プール水浄化系，燃料貯蔵プール・ピッ
ト等，燃焼度計測装置，液体廃棄物の廃
棄施設（低レベル廃液処理設備の一部）
及び固体廃棄物の廃棄施設（廃樹脂貯蔵
系の一部）に水を補給する。燃⑧-21 
 
 
 
 
 
 

 
使用済燃料乾式貯蔵設備は，自然冷却

によって使用済燃料からの崩壊熱を外部
に放出できる構造とし，適切に熱を除去
できる設計とする。 
 

（使用済燃料乾式貯蔵容器備は発電炉特
有の設計であるため、以降の記載を省略
する。） 
 
3. 計測装置等 
使用済燃料その他高放射性の燃料体を

貯蔵する水槽の水温を計測する装置とし
て使用済燃料プール温度を設け，計測結
果を中央制御室に表示できる設計とす
る。また，計測結果を記録し，及び保存
できる設計とする。 
 

（以降は重大事故等対処設備の設計方針
であるため記載を省略する。） 
 
4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 
4.1 燃料プール冷却浄化系 
使用済燃料プールは，燃料プール冷却

浄化系ポンプ，燃料プール冷却浄化系熱
交換器，フィルタ脱塩器等で構成する燃
料プール冷却浄化系を設け，通常運転
時，運転時の異常な過渡変化時及び設計
基準事故時において，使用済燃料からの
崩壊熱を除去するとともに，使用済燃料
プール水を浄化できる設計とする。 
 
 
 
また，補給水ラインを設け，使用済燃

料プール水の補給が可能な設計とする。 
 
 
さらに，全炉心燃料を使用済燃料プー

ルに取り出した場合や燃料プール冷却浄
化系で使用済燃料プール水の冷却ができ
ない場合は，残留熱除去系を用いて使用
済燃料からの崩壊熱を除去できる設計と
する。 
 
燃料プール冷却浄化系熱交換器で除去

した熱は，原子炉補機冷却系を経て，
終的な熱の逃がし場である海へ輸送でき
る設計とする。 
 

（4.2～4.4 は重大事故等対処設備の設計
方針であるため記載を省略する。） 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃⑧-17（p30,31 か
ら） 
燃⑧-18（P31 から） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃⑧-20（p31 から） 
 
 
 
 
 
 
燃⑧-21（p25 から） 
 
 
 
 
 
 

㉑P24 から 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

崩壊熱除去及びプールの浄化の

ための設備設計が異なるため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

プール水の補給のための設備構

成の明確化 

【許可からの変更点】 
基本設計方針に適した形と

なるように記載を修正した。 

【許可からの変更点】 
設備構成の明確化 

⑨P5 へ 

【許可からの変更点】 
設備構成の明確化 

⑧P3 へ 

⑩P4,5 へ 

⑪P4 へ 
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補給水槽には，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設廃液処理系で処理した水
を回収・貯蔵するとともに，その他再処
理設備の附属施設の純水貯槽から純水を
必要に応じ補給する設計とする。燃⑧-
22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
補給水槽には，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設廃液処理系で処理した水
を回収・貯蔵するとともに，その他再処
理設備の附属施設の純水貯槽から純水を
必要に応じ補給する。燃⑧-22 
 
  
プール水冷却系及び補給水設備は，それ
らを構成する動的機器の単一故障を仮定
しても安全を確保するように多重化す
る。燃◇13  
 使用済燃料貯蔵設備の主要設備の臨界
安全管理表を第３－４表に示す。燃◇11  
 使用済燃料貯蔵設備のうち使用済燃料
の受入れ及び貯蔵に必要な設備は，再処
理設備本体の運転開始に先立ち使用でき
る設計とする。燃◇3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 使用済燃料プールの水質維持 
使用済燃料プールは，使用済燃料から

の崩壊熱を燃料プール冷却浄化系熱交換
器で除去して使用済燃料プール水を冷却
するとともに，燃料体の被覆が著しく腐
食するおそれがないよう燃料プール冷却
浄化系のフィルタ脱塩器で使用済燃料プ
ール水をろ過脱塩して，使用済燃料プー
ル，原子炉ウェル等の水の純度，透明度
を維持できる設計とする。 
 
 
4.6 使用済燃料プール接続配管 
使用済燃料プール水の漏えいを防止す

るため，使用済燃料プールには排水口を
設けない設計とし，使用済燃料プールに
接続された配管には真空破壊弁を設け，
配管が破損しても，サイフォン効果によ
り，使用済燃料プール水が継続的に流出
しない設計とする。 
 

（以降は使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設に関係しない設備であるため記載
を省略する。） 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

許可の記載を受け、補給

水槽への補給ラインを記

載しているため。 
㉔P25 から 

⑫P4,5 へ 

⑬P4 へ 
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 (２) 主要設備 
 ａ．燃料貯蔵プール，チャンネルボッ
クス・バーナブルポイズン取扱ピット，
燃料移送水路及び燃料送出しピット 
 燃料貯蔵プール，チャンネルボック
ス・バーナブル ポイズン取扱ピット，
燃料移送水路及び燃料送出しピット（以
下「燃料貯蔵プール及びこれに隣接する
ピット等」という。）は，鉄筋コンクリ
ート造の構造物で，十分な耐震性を有す
る設計とする。燃◇12  
 また，壁及び底部は遮蔽を考慮した厚
さとするとともに，使用済燃料集合体の
つり上げ時にも使用済燃料集合体の頂部
までの水深を約２ｍ以上確保する。燃◇16  
 
 燃料貯蔵プール及びこれに隣接するピ
ット等の内面は，漏水を防止するためス
テンレス鋼を内張りし，【燃③-7】さら
に，排水口を設けない構造とするととも
に，【燃③-8】燃料貯蔵プール及びこれ
に隣接するピット等に接続された配管が
破損してもプール水が流出しないように
逆止弁を設置する。燃③-9 
 
 
 なお，万一のプール水の漏えいに対
し，燃料貯蔵プール及びこれに隣接する
ピット等には漏えい検知装置を設け，漏
えい水を使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設廃液処理系へ移送できる設計とす
る。燃⑤-2 
 
 
 また，燃料貯蔵プールには水位警報装
置及び温度警報装置を設け，計測制御系
統施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室に警報を発する設計とす
る。燃②-10,燃⑤-3 
 
 
 さらに，燃料貯蔵プール及びこれに隣
接するピット等のライニングは，万一の
使用済燃料集合体の落下時にもプール水
の保持機能を失うような著しい損傷を生
じないようにする。燃③-10 
 
 
 なお，燃料送出しピットは，後続する
建物との接続工事施工により閉じ込め及
び遮蔽の機能が損なわれないように予備
的措置を施す。燃◇3  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑪P4 へ 

⑫P5 へ 

⑬P5 へ 

⑭P4 へ 
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 ｂ．燃料貯蔵ラック，バスケット及び
バスケット仮置き架台 
 燃料貯蔵ラック，バスケット及びバス
ケット仮置き架台は，適切な燃料間隔を
とることにより， 大容量まで使用済燃
料集合体を収納した場合に，通常時及び
燃料間距離がラック内で 小となるよう
な厳しい状態等，技術的に見て想定され
るいかなる場合でも未臨界に保つ構造と
する。燃⑩-2,3 
 
また，実効増倍率の計算に当たって

は，燃料の燃焼により生成するプルトニ
ウムの寄与を考慮するとともに，使用済
燃料の受入れ施設及び貯蔵施設で受け入
れるＢＷＲ燃料集合体，ＰＷＲ燃料集合
体の中でそれぞれ も厳しい構造を持つ
燃料集合体の冷却期間を０年とする。燃
◇11  
 高残留濃縮度燃料貯蔵ラックは，燃料
収納缶に収納した燃料を貯蔵する設計と
する。燃◇11  
 
 また，バスケット仮置き架台は，バス
ケットを支持し，転倒を防止できる構造
とする。燃◇12  
 
 ｃ．燃料取扱装置 
 燃料取扱装置は，つりワイヤを二重化
し，フックに脱落防止機構を施すととも
に，電源喪失時及びつかみ具駆動用の空
気源喪失時にも使用済燃料集合体が落下
することのないフェイルセイフ機構を有
する構造とする。燃⑨-8 
 
 
 また，燃料取扱装置は遠隔自動運転と
し，運転を安全，かつ，確実に行うため
使用済燃料集合体のつり上げ高さを６ｍ
以下とし，燃料のつかみ不良又は荷重異
常時のつり上げ防止及び逸走防止のイン
ターロックを設ける。燃⑨-9 
 
 
 ｄ．燃料移送水中台車 
 燃料移送水中台車は，遠隔自動運転と
し，運転を安全，かつ，確実に行うため
逸走防止のインターロックを設けるとと
もに，転倒し難い構造とする。燃⑨-7 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑮P17,18 へ 

⑯P17 へ 

⑰P18 へ 

⑱P16 へ 
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ｅ．バスケット取扱装置 
 バスケット取扱装置は，つり上げ機構
を二重化し，フックに脱落防止機構を施
すとともに，電源喪失時又はつかみ具駆
動用の空気源喪失時にもバスケットが落
下することのないフェイルセイフ機構を
有する設計とする。 
また，バスケット取扱装置は，遠隔自

動運転とし，運転を安全，かつ，確実に
行うためバスケットのつり上げ高さを
0.35ｍ以下とし，バスケット落下防止の
インターロックを設ける。燃⑨-10 
 
 

 ｆ．バスケット搬送機 
 バスケット搬送機は，つり上げ機構を
二重化し，電源喪失時にもバスケットが
下降しない構造とする。 
また，バスケット搬送機は，遠隔自動

運転とし，運転を安全，かつ，確実に行
うため転倒防止及び逸走防止のインター
ロックを設ける。燃⑨-11 
 

 ｇ．プール水浄化・冷却設備 
 プール水浄化・冷却設備は，プール水
冷却系及びプール水浄化系で構成する。
燃⑧-17 
 
 プール水冷却系は，２系列あり，熱交
換器３基及びポンプ３台を設置する。燃
◇4  
プール水は，その他再処理設備の附属

施設の安全冷却水系からプール水冷却系
に供給する冷却水と熱交換器を介して熱
交換し，冷却される。燃②-7 
 プール水冷却系は，通常は２系列を運
転するが，１系列の運転でも年間 1,000
ｔ・ＵＰｒの使用済燃料集合体（冷却期
間：１年，燃焼度：平均 45,000ＭＷｄ
／ｔ・ＵＰｒ）を受け入れ，燃料貯蔵プ
ールに 3,000ｔ・ＵＰｒが貯蔵された場合
の【燃◇5 】崩壊熱を除去し，燃料貯蔵プ
ール水温を 65℃以下に保ち，燃料貯蔵
プール・ピット等の構造物の健全性を維
持できる設計とする。燃②-8 
２系列運転の場合は，燃料貯蔵プール

の水温を 50℃以下に維持する。燃②-9  
 
 
また，プール水冷却系は，非常用所内電
源系統に接続し，外部電源喪失時にも崩
壊熱の除去機能が確保できる設計とす
る。燃◇9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㉒P4 へ 

⑲P19 へ 

⑳P19 へ 

㉑P20 へ 
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 プール水浄化系は，燃料取出しピッ
ト，燃料仮置きピット及びチャンネルボ
ックス・バーナブルポイズン取扱ピット
の越流せきから越流するプール水をポン
プで昇圧し，ろ過装置及び脱塩装置でろ
過及び脱塩した後，燃料取出しピット，
燃料仮置きピット及びチャンネルボック
ス・バーナブルポイズン取扱ピットへ戻
す。また，燃料貯蔵プール及び燃料送出
しピットから越流するプール水は，ポン
プで昇圧し，一部を脱塩装置で脱塩した
後，燃料貯蔵プール及び燃料送出しピッ
トへ戻す。燃④-1 
 
 プール水浄化・冷却設備系統概要図を
第３－12 図に示す。燃◇2  
 ｈ．補給水設備 
 補給水設備は，補給水槽に貯蔵した水
を燃料取出し準備設備，プール水浄化
系，燃料貯蔵プール・ピット等，燃焼度
計測装置，液体廃棄物の廃棄施設（低レ
ベル廃液処理設備の一部）及び固体廃棄
物の廃棄施設（廃樹脂貯蔵系の一部）に
それぞれの要求に応じて補給する。燃⑧
-21 
 補給水槽には，使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設廃液処理系で処理した水
を回収・貯蔵するとともに，その他再処
理設備の附属施設の純水貯槽から純水を
必要に応じ補給する。燃⑧-22 
 
 
また，補給水設備は，非常用所内電源系
統に接続し，外部電源喪失時にも燃料貯
蔵プール・ピット等への水の補給がで
き，プール水による崩壊熱の除去機能及
び遮蔽機能が確保できる設計とする。燃
◇9  
 補給水設備系統概要図を第３－13 図
に示す。燃◇2  
 
3.1.5   試験・検査 
 (１) 安全上重要な施設の使用済燃料
受入れ・貯蔵建屋天井クレーン，プール
水冷却系及び補給水設備は，定期的に試
験及び検査を実施する。燃料貯蔵ラック
等の安全上重要な機器は，据付け検査，
外観検査等の品質保証活動のもとに据付
けを行う。燃◇6  
 (２) 燃料貯蔵プールの水位及び水温
は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設の制御室で常時監視し，燃料貯蔵プー
ル水は定期的に分析する。燃◇6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃⑧-21（p20 へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㉓P5 へ 

㉔P21 へ 

【許可からの変更点】 
基本設計方針に適した形と

なるように記載を修正した。 
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 (３) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天
井クレーン，プール水冷却系及び補給水
設備は，定期的に巡視点検を行い，その
健全性を確認する。燃◇6  
 
3.1.6 評  価 
 (１) 臨界安全 
 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
は，使用済燃料集合体の平均濃縮度に応
じて，相互間隔を適切に維持するラック
又はバスケットに使用済燃料集合体を収
納する設計としており，容量いっぱいに
収納した場合でも，通常時はもとより，
技術的に見て想定されるいかなる場合で
も未臨界となるように設計しているので
臨界安全が確保できる。燃◇11  
 (２) 閉じ込め 
 燃料貯蔵プール・ピット等はステンレ
ス鋼を内張りし，排水口を設けない設計
とする。また，プール水浄化・冷却設備
は，越流せきから越流した水をポンプで
循環する構造とし，プール水等の戻りの
配管には逆止弁を設けるので，万一のプ
ール水浄化・冷却設備の破損を想定して
もプール水等が流出することはなく，水
位は越流せきより低下することはない。
燃◇1  
 また，万一のプール水等の漏えいを監
視するため，漏えい検知装置及び水位警
報装置を設けるとともに，漏えい水を使
用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液
処理系へ移送できる設計としているの
で，放射性物質の十分な閉じ込め機能を
確保できる。燃◇1  
 (３) 崩壊熱除去 
 燃料貯蔵プール・ピット等は，プール
水冷却系を２系列設けており，使用済燃
料集合体を容量いっぱいに貯蔵した場合
でも，１系列でプール水温度を 65℃以
下に維持できる設計としているので，崩
壊熱を十分に除去することができる。燃
◇1  
 また，使用済燃料収納使用済燃料輸送
容器保管庫は，自然冷却を考慮した設計
としており，容量いっぱいにキャスクを
保管しても構造物の健全性を維持できる
設計としているので，崩壊熱を十分に除
去できる。燃◇1  
 (４) 単一故障 
 安全上重要な施設のプール水冷却系及
び補給水設備は，それらを構成するポン
プ等の動的機器を多重化しているので，
単一故障を仮定してもプール水による崩
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壊熱の除去機能及び遮蔽機能を確保でき
る。燃◇13  
 (５) 外部電源喪失 
 安全上重要な施設のプール水冷却系及
び補給水設備は，非常用所内電源系統に
接続できる設計としているので，外部電
源が喪失した場合でもプール水による崩
壊熱の除去機能及び遮蔽機能を確保でき
る。燃◇9  
 (６) 貯蔵容量 
 燃料貯蔵プールは，貯蔵容量 3,000
ｔ・ＵＰｒを有する設計としているの
で， 大再処理能力での再処理に対して
受け入れた燃料を３年間以上貯蔵するこ
とができる。燃◇1  
 
 (７) 落下防止 
 燃料取扱装置等の移送機器は，つりワ
イヤの二重化，駆動源喪失時におけるつ
り荷の保持機構，逸走防止等のインター
ロックを設けているので，移送物の落
下，転倒等を防止することができる。燃
◇1  
 また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天
井クレーンは，燃料貯蔵プール上を通過
しない配置としているので，貯蔵燃料へ
の重量物の落下を防止することができ
る。燃◇1  
 (８) 試験及び検査 
 安全上重要な施設の使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋天井クレーンは，安全機能
を損なうことなく定期的な試験及び検査
ができる。燃◇14  
安全上重要な施設のプール水冷却系及

び補給水設備は，ポンプを多重化する設
計とするので，安全機能を損なうことな
く定期的な試験及び検査ができる。燃◇14  
 

 (９) その他  
 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
は，後続の建物との接続工事施工時に閉
じ込め及び遮蔽の機能が損なわれないよ
うに予備的措置を施すので，再処理設備
本体の運転開始に先立ち使用する場合に
おいても安全機能が確保できる。燃◇1  
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(２) 主要な設備及び機器の種類 
(ⅰ) 設計基準対象の施設 
 (ａ) 使用済燃料受入れ設備 
使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備 
  
 
使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保

管庫 燃⑦-4 
 
 保管容量 30 基燃□1  
 空使用済燃料輸送容器保管庫 燃⑦-4 
 保管容量 32 基 
（うち１基分通路と兼用）燃□1  
 
 使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレ
ーン 燃⑦-4 
 
１ 台燃□1  

 
 使用済燃料輸送容器移送台車 燃⑦-4 
 
 １ 式燃□1  
 
燃料取出し設備 
  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレ
ーン 燃⑦-12 
 
 ２ 台（１台／系列）燃□1  
 
 防染バケット 燃⑦-12 

２ 基（１基／系列）燃□1  
 燃料取出しピット 燃⑦-12 
 
２ 基（１基／系列）燃□1  
 

 燃料仮置きピット 燃⑦-12 
 
２ 基（１基／系列）燃□1  
 

 燃料仮置きラック 
 燃焼度計測前燃料仮置きラック 燃⑦-
12 
２ 基（１基／系列）燃□1  
 
 
 

  容量 ＢＷＲ使用済燃料集合体 49
体及びＰＷＲ使用済燃料集合体 19 体／
基燃□1  
 
 燃焼度計測後燃料仮置きラック 燃⑦-
12 
２ 基（１基／系列）燃□1  

第３－１表  使用済燃料受入れ設備の主
要設備の仕様 
 
 (１) 使用済燃料輸送容器受入れ・保
管設備＊ 
 ａ．使用済燃料輸送容器保管庫燃◇4  
 (ａ) 使用済燃料収納使用済燃料輸送
容器保管庫 
   種類 自然空冷式 
   容量 30 基 
 (ｂ) 空使用済燃料輸送容器保管庫 
   容量 32 基（うち１基分通路と
兼用) 
 
 ｂ．使用済燃料輸送容器管理建屋天井
クレーン燃◇4  
   種類 天井走行形 
   台数 １ 
   容量 約 150t 
 ｃ．使用済燃料輸送容器移送台車燃◇4  
   種類 床面軌道走行形 
   台数 １ 
   容量 約 150t 
 (２) 燃料取出し設備＊ 
 ａ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井
クレーン燃◇4  
   種類 天井走行形 
   台数 ２（１台／系列×２系列） 
   容量 約 150t／台 
 
 
 ｂ．燃料取出しピット燃◇4  
   種類 水プール式 
   基数 ２（１基／系列×２系列） 
   ライニング材料 ステンレス鋼 
 ｃ．燃料仮置きピット燃◇4  
   種類 水プール式 
   基数 ２（１基／系列×２系列） 
   ライニング材料  ステンレス鋼 
 ｄ．燃料仮置きラック燃◇4  
 (ａ) 燃焼度計測前燃料仮置きラック 
   種類 たて置ラック式 
   基数 ２（１基／系列×２系列） 
   ラック格子の中心間距離   

約 21.5cm（ＢＷＲ燃料収納部） 
約 47.0cm（ＰＷＲ燃料収納部） 

   容量  ＢＷＲ使用済燃料集合体
49 体及びＰＷＲ使用済燃料集合体 19 体
／基 
   主要材料  ステンレス鋼 
 (ｂ) 燃焼度計測後燃料仮置きラック 
   種類 たて置ラック式 
   基数 ２（１基／系列×２系列） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
燃⑦-4（p9 へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃⑦-12（p11 へ） 
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 容量 ＢＷＲ使用済燃料集合体 49 体
（うち高残留濃縮度燃料貯蔵ラック貯蔵
燃料用１体）及びＰＷＲ使用済燃料集合
体 19 体（うち高残留濃縮度燃料貯蔵ラ
ック貯蔵燃料用１体）／基燃□1  
 
 燃料取出し装置 燃⑦-12 
 
２ 台（１台／系列）燃□1  
 
 
 
 
 

使用済燃料輸送容器保守設備 
 保守室天井クレーン 燃⑦-19 
 
１ 台燃□1  
 

 除染移送台車 燃⑦-19 
 
１ 台燃□1  
 

 除染室天井クレーン 燃⑦-19 
 
１ 台燃□1  
 
 
 
 

 
 
(ｂ) 使用済燃料貯蔵設備 燃⑧-6 
 燃料貯蔵プール 燃⑧-6 
 
３基【燃□1 】（ＢＷＲ燃料用１基【燃

□1 】，ＰＷＲ燃料用１基【燃□1 】，ＢＷ
Ｒ燃料及びＰＷＲ燃料用１基【燃□1 】）
燃⑧-6 
 
チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン取扱ピット 燃⑧-6 
 
３基【燃□1 】（チャンネルボックス用

１基【燃□1 】，バーナブルポイズン用１
基【燃□1 】，チャンネルボックス及びバ
ーナブルポイズン用１基【燃□1 】）燃⑧
-6 
 
 

   ラック格子の中心間距離 
約 21.5cm（ＢＷＲ燃料収納部） 
約 47.0cm（ＰＷＲ燃料収納部） 

   容量  ＢＷＲ使用済燃料集合体
49 体（うち１体は高残留濃縮度燃料貯
蔵ラック貯蔵燃料用）及びＰＷＲ使用済
燃料集合体 19 体（うち１体は高残留濃
縮度燃料貯蔵ラック貯蔵燃料用）／基 
   主要材料  ステンレス鋼 
 ｅ．燃料取出し装置 
   種類 床面走行橋形 
   台数 ２（１台／系列×２系列） 
   容量 燃料集合体１体／台 
 ｆ．防染バケット 
   種類 たて置円筒形 
   台数 ２（１台／系列×２系列） 
   主要材料 ステンレス鋼 
 (３) 使用済燃料輸送容器保守設備＊ 
 ａ．保守室天井クレーン燃◇4  
   種類 天井走行形 
   台数 １ 
   容量 約 125t 
 ｂ．除染移送台車 
   種類 床面軌道走行形 
   台数 １ 
   容量 約 110t 
 ｃ．除染室天井クレーン 
   種類 天井走行形 
   台数 １ 
   容量 約 10t 
 注）＊印の設備は，再処理設備本体の
運転開始に先立ち使用する。 
 
第３－２表 使用済燃料貯蔵設備の主要
設備の仕様 
 (１) 燃料貯蔵設備＊ 
 ａ．燃料貯蔵プール燃◇4  
   種類 水プール式 
   基数 ３（ＢＷＲ燃料用１基，Ｐ
ＷＲ燃料用１基，ＢＷＲ燃料及びＰＷＲ
燃料用１基） 
   容量 3,000ｔ・ＵＰｒ／３基 
   ライニング材料  ステンレス鋼 
 ｂ．チャンネル ボックス・バーナブ
ル ポイズン取扱ピット 
   種類 水プール式 
   基数 ３（ＣＢ用１基，ＢＰ用１
基，ＣＢ及びＢＰ用１基） 
   ライニング材料 ステンレス鋼 
 ｃ．燃料取扱装置 
   種類 床面走行橋形 
   台数 ３（ＢＷＲ燃料用１台，Ｐ
ＷＲ燃料用１台，ＢＷＲ燃料及びＰＷＲ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃⑦-12（p11 へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃⑦-19（p13 へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃⑧-6（p16 へ） 
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 燃料貯蔵ラック 
  高残留濃縮度燃料貯蔵ラック 燃⑧-
6 
 １ 式（使用済燃料集合体平均濃縮

度 3.5ｗｔ％以下）燃□1  
  低残留濃縮度燃料貯蔵ラック 燃⑧-
6 
 １ 式（使用済燃料集合体平均濃縮

度 2.0ｗｔ％以下）燃□1  
 
 燃料移送水中台車 燃⑧-4 
 
２ 台燃□1  
 

 燃料移送水路 燃⑧-4 
 
１ 基燃□1  
 

 燃料取扱装置 燃⑧-9 
３ 台燃□1  
 

 燃料送出しピット 燃⑧-14 
 
１ 基燃□1  
 
 

 バスケット 燃⑧-14 
１ 式燃□1  

 バスケット仮置き架台 燃⑧-14 
１ 式燃□1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 バスケット取扱装置 燃⑧-14 
 
１ 台燃□1  
 

 バスケット搬送機 燃⑧-14 
 
２ 台（１台／系列）燃□1  
 
 
プール水浄化・冷却設備 
 １ 式燃□1  

燃料用１台） 
   容量  燃料集合体１体／台 
  ｄ．燃料貯蔵ラック 
 
 
 
 
 
 

 
 
 (２) 燃料移送設備＊  
 ａ．燃料移送水中台車燃◇4  
   種類 軌道走行形 
   台数 ２（１台／系列×２系列） 
   主要材料  ステンレス鋼 
 ｂ．燃料移送水路 
   種類 水プール式 
   基数 １ 
   ライニング材料 ステンレス鋼 
 
 
 (３) 燃料送出し設備 
 ａ．燃料送出しピット＊ 燃◇4  
   種類 水プール式 
   基数 １ 
   ライニング材料  ステンレス鋼 
 
  ｂ．バスケット仮置き架台＊  
      種類  水平挿入ラック式 
    容量  バスケット 34 基 
    主要材料  ステンレス鋼 
 
 ｃ．バスケット＊＊ 
 
 
 
 
 
 

 
               
ｄ．バスケット取扱装置 
   種類  床面走行橋形 
   台数  １ 
   容量  バスケット１基 
 ｅ．バスケット搬送機 
   種類  軌道走行形 
   台数  ２（１台／系列×２系
列） 
   容量  バスケット１基／台   
 (４) プール水浄化・冷却設備＊ 
 ａ．プール水冷却系 燃⑧-17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
燃⑧-6（p16 へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃⑧-4（p16 へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃⑧-14（p18 へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃⑧-17（p20 へ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 熱交換器 燃⑧-17 
 
３ 基燃□1  

 容量  約 1.8×10７kcal／h／基燃□1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
補給水設備  １ 式燃□1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ａ) 熱交換器 燃⑧-17 
   種類  たて置Ｕ字管式燃◇4  
   基数  ３（うち１基は予備） 
   容量  約 1.8×10７kcal／ｈ／
基 
 (ｂ) ポンプ 燃⑧-17 
   種類  うず巻式燃◇4  
   台数  ３（うち１台は予備） 
   容量  約 1,600ｍ3／ｈ／台 
 ｂ．プール水浄化系 燃⑧-18 
 (ａ) ろ過装置 燃⑧-18 
   種類  中空糸膜式燃◇4  
   基数  ２ 
   容量  約 80ｍ3／ｈ／基 
 (ｂ) 脱塩装置 燃⑧-18 
   種類  混床式燃◇4  
   基数  ２ 
   容量  約 160ｍ3／ｈ／基 
 (ｃ) ポンプ 燃⑧-18 
   種類  うず巻式燃◇4  
   台数  ４ 
   容量  約 80ｍ3／ｈ／台 (２台) 
       約 160ｍ3／ｈ／台 (２
台) 
 (５) 補給水設備＊ 燃⑧-20 
 ａ．補給水槽 燃⑧-20 
   種類  ライニング槽燃◇4  
   基数  １ 
   容量  約 500ｍ3 
 ｂ．ポンプ 燃⑧-20 
   種類  うず巻式燃◇4  
   台数  ２（うち１台は予備） 
   容量  約 50ｍ3／ｈ／台 
 
 注）＊印の設備は，再処理設備本体の
運転開始に先立ち使用する。燃◇3  
   ＊＊印の設備のうち一部は，再処
理設備本体の運転開始に先立ち使用す
る。燃◇3  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

燃⑧-17（p20 へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃⑧-18（p20 へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃⑧-20（p20 へ） 
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              燃◇11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              燃◇11  
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別紙１② 

第十九条（使用済燃料の貯蔵施設等）第１項 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

燃① 受け入れ・貯蔵容量 
事業指定基準規則の要求を受けて

いる内容 
－ － f,h 

燃② 使用済燃料の崩壊熱除去 
技術基準規則の要求を受けている

内容 

１項１号 

(10 条１項) 

（20 条 1 項） 

－ a,c,f,h 

燃③ 水のあふれ，又は漏えいの防止 
技術基準規則の要求を受けている

内容 

１項２号 

(10 条１項) 
－ a,f,h 

燃④ 水の浄化装置の設置 
技術基準規則の要求を受けている

内容 
１項２号 － a,f,h 

燃⑤ 水の漏えい検知 
技術基準規則の要求を受けている

内容 

１項２号 

(10 条１項) 

(20 条１項) 

－ a,c,f,h 

燃⑥ 

使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設共通の系統構成並び

に設置対象建屋 

許可事項の展開 － － a,f,h 

燃⑦ 
使用済燃料の受入れ施設の系

統構成及び用途 
許可事項の展開 － － a,f,h 

燃⑧ 
使用済燃料の貯蔵施設の系統

構成及び用途 
許可事項の展開 － － a,f,h 

燃⑨ 
搬送設備に関する記載（搬送設

備） 

技術基準規則（第 18 条）に基づく

搬送設備に係る要求を受けている

事項 

－ 

（18 条１項） 
－ f,g,h 

燃⑩ 臨界に関する記載（臨界） 
技術基準規則（第 4 条）に基づく

臨界に係る要求を受けている事項 

－ 

（４条１項） 

（４条２項） 

－ b,f,h 

燃⑪ 

運転時の異常な過渡変化及び

設計基準事故への対処に関す

る記載（安有） 

技術基準規則（第 16 条）に基づく

安全機能を有する施設に係る要求

を受けている事項 

－ 

（16 条１項） 
－ c 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

燃□1  設備仕様 仕様表にて記載する項目であるため、記載しない。 h 

燃□2  一般事項 
一般事項であるため、基本設計方針に記載しない。（図面

の呼び込み、記載箇所の呼び込み等） 
－ 

燃□3  建屋の仕様 
仕様を特定する必要がない建屋であるため、基本設計方

針に記載しない。 
－ 

燃□4  
他条文で展開する事項（第 16

条） 

第 16 条「安全機能を有する施設」にて、説明する内容の

ため記載しない。 
－ 
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燃□5  臨界防止に関する事項（第4条） 
「添付Ⅰ 核燃料物質の臨界防止に関する説明書」に示

す。 
b 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

燃◇1  重複記載 
本文又は添付書類六の他箇所の記載と重複するため記載

しない。 
－ 

燃◇2  一般事項 
一般事項であるため、基本設計方針に記載しない。（図面

の呼び込み、記載箇所の呼び込み等） 
－ 

燃◇3  先行使用に関する事項 
使用済燃料の受け入れ施設及び貯蔵施設は竣工施設であ

るため記載しない。 
－ 

燃◇4  設備仕様 仕様表にて記載する。 h 

燃◇5  
冷却能力評価条件に関する事

項 

「添付Ⅵ－1－1－4－1 安全機能を有する施設が使用さ

れる条件の下における健全性に関する説明書」に示す。 
c 

燃◇6  手順等 手順等については、詳細は保安規定（運用）で記載する。 － 

燃◇7  事業指定基準規則 事業指定基準規則条文の引用であるため記載しない。 － 

燃◇8  建屋が収納する設備 各個別項目で展開する。 － 

燃◇9  保安電源設備に関する事項 
第 29 条「保安電源設備」に関する事項であるため、記載

しない。 
－ 

燃◇10  建屋の仕様 
仕様を特定する必要がない建屋であるため、基本設計方

針に記載しない。 
－ 

燃◇11  臨界防止に関する事項（第4条） 
「添付Ⅰ 核燃料物質の臨界防止に関する説明書」に示

す。 
b 

燃◇12  他条文で展開する事項（第6条） 
第 6 条「地震による損傷の防止」にて、説明する内容の

ため記載しない。 
－ 

燃◇13  
他条文で展開する事項（第 15

条） 

第 15 条「安全上重要な施設」にて、説明する内容のため

記載しない。 
－ 

燃◇14  
他条文で展開する事項（第 16

条） 

第 16 条「安全機能を有する施設」にて、説明する内容の

ため記載しない。 
－ 

燃◇15  
搬送設備に関する事項（第 18

条） 
「添付Ⅵ-1-1-10 搬送設備に関する説明書」に示す。 g 

燃◇16  
他条文で展開する事項（第 27

条） 
第 27 条「遮蔽」にて、説明する内容のため記載しない。 － 

燃◇17  添付書類記載事項 
設工認申請書 添付書類に記載する事項であるため、記

載しない。 
f 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 

Ⅵ-2-1 構内配置図 

Ⅵ-2-2 平面図及び断面図 

Ⅵ-2-3 系統図 

Ⅵ-2-4 配置図 

Ⅵ-2-5 構造図 
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b 添付Ⅰ 核燃料物質の臨界防止に関する説明書 

c Ⅵ-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

d 添付Ⅱ 放射線による被ばくの防止に関する説明書 

e 添付Ⅳ 耐震性に関する説明書 

f Ⅵ-1-2-1 安全機能を有する施設の使用済燃料の貯蔵施設等に関する説明書 

g Ⅵ-1-1-10 搬送設備に関する説明書 

h 仕様表（設計条件及び仕様） 
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第２章 個別項目 

3. 製品貯蔵施設 

製品貯蔵施設の設計に係る共通的な設

計方針については，第1章 共通項目の

「1. 核燃料物質の臨界防止」，「2. 

地盤」，「3. 自然現象等」，「4. 閉

じ込めの機能」，「5. 火災等による損

傷の防止」，「6. 再処理施設内におけ

る溢水による損傷の防止」，「7. 再処

理施設内における化学薬品の漏えいによ

る損傷の防止」，「8. 遮蔽」及び「9. 

設備に対する要求」に基づくものとす

る。 

 製品貯蔵施設は，脱硝施設のウラン脱

硝設備で処理したウラン酸化物（以下

「UO3」という。）粉末を受け入れ，貯

蔵するウラン酸化物貯蔵設備及び脱硝施

設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備

で処理したウラン・プルトニウム混合酸

化物（UO2・ PuO2，以下「MOX」とい

う。）粉末を受け入れ，貯蔵するウラ

ン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備で

構成し，ウラン酸化物貯蔵設備は，ウラ

ン酸化物貯蔵建屋に収納し，ウラン・プ

ルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，ウラ

ン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋に

収納する設計とする。製③-1 

ウラン酸化物貯蔵建屋は，地上2階，

地下2階の建物とする設計とする。製③-

2 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋は，地上1階，地下4階の建物とする

設計とする。製③-3 

 

 

製品貯蔵施設は，製品を貯蔵するため

に必要な容量を有する設計とする。製① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７)その他の主要な構造 

(ⅰ)安全機能を有する施設 

(ｉ)使用済燃料の貯蔵施設等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウラン酸化物貯蔵建屋及びウラン・プ

ルトニウム混合酸化物貯蔵建屋に収納さ

れる製品貯蔵施設は，製品を貯蔵するた

めに必要な容量を有する設計とする。製

① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 安全設計 

1.9 再処理施設に関する「再処理施設の

位置，構造及び設備の基準に関する

規則」への適合性 

1.9.17 使用済燃料の貯蔵施設等 

（使用済燃料の貯蔵施設等） 

第十七条 再処理施設には、次に掲

げるところにより、使用済燃料の受

入れ施設（安全機能を有する施設に

属するものに限る。）及び貯蔵施設

（安全機能を有する施設に属するも

のに限る。）を設けなければならな

い。 

一 使用済燃料を受け入れ、又は貯

蔵するために必要な容量を有するも

のとすること。 

二 冷却のための適切な措置が講じ

られているものであること。 

２ 再処理施設には、次に掲げると

ころにより、製品貯蔵施設（安全機

能を有する施設に属するものに限

る。）を設けなければならない。 

一 製品を貯蔵するために必要な容

量を有するものとすること。 

二 冷却のための適切な措置が講じ

られているものであること。 

 

 

 

 

 

適合のための設計方針 

第２項について 

 ＵＯ３の貯蔵容量は，4,000ｔ・Ｕ

（ここでいうｔ・Ｕは金属ウラン質量換

算である。）のＵＯ３を貯蔵できる容量

を有する設計とする。【製◇1 】なお，

ＵＯ３については，崩壊熱量が少ないた

め常時冷却の必要はない。製◇2  

 ＭＯＸの貯蔵容量は，60ｔ・（Ｕ＋Ｐ

ｕ）（ここでいうｔ・（Ｕ＋Ｐｕ）は金

属ウラン及び金属プルトニウム質量換算

である。）のＭＯＸを貯蔵できる容量と

し，【製◇1 】混合酸化物貯蔵容器から

の崩壊熱による過度な温度上昇を防ぐた

め，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵建屋換気設備の多重化した排風機によ

り崩壊熱を除去する設計とする。製◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 燃料貯蔵設備 

（貯蔵容量に関係しない記載であるため
中略） 

新燃料貯蔵庫は，通常時の燃料取替を

考慮し，適切な貯蔵能力を有し，全炉心

燃料の約 30 ％を収納できる設計とす

る。 

使用済燃料プールは，約 290 ％炉心

分の燃料の貯蔵が可能であり，さらに放

射化された機器等の貯蔵及び取扱いがで

きるスペースを確保した設計とする。な

お，通常運転中，全炉心の燃料体等を貯

蔵できる容量を確保できる設計とする。 

使用済燃料乾式貯蔵設備は，使用済燃

料を全炉心燃料の約 190 ％相当分貯蔵

できる容量を有する設計とする。 

（以降は貯蔵容量に関係しない記載であ
るため省略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製③-1（P2から） 

 

製③-2（P2から） 

 

 

 

製③-3（P2から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 
下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

：発電炉との差異の理由  ：許可からの変更点等 

事業指定基準規則 

（使用済燃料の貯蔵施設等） 

第十七条 

２ 再処理施設には、次に

掲げるところにより、製品

貯蔵施設（安全機能を有す

る施設に属するものに限

る。）を設けなければなら

ない。  

一 製品を貯蔵するため

に必要な容量を有するもの

とすること。製① 

（発電炉の記載） 
＜不一致の理由＞ 
発電炉の技術基準の解釈として，１炉

心分以上の容量確保に関する要求があ

るため。 

 

【許可からの変更点】 
基本設計方針は，設工認申

請書に適した記載とするた

め，原則として語尾を「設計と

する。」に統一する。また，語

尾の前の部分についても合わ

せて適正化する（以下同様）。 

【許可からの変更点】 
他の基本設計方針の記載と

横並びをとり、記載を適正化し

た。 

【許可からの変更点】 
基本設計方針の冒頭部分で設備構成

を示していることから、設備構成に関

する記載は省略する。（以下同様） 
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（使用済燃料の貯蔵施設等） 

第十九条 

２ 製品貯蔵施設は、製品の

崩壊熱を安全に除去し得るよ

うに設置されていなければな

らない。製② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウラン酸化物貯蔵設備は，崩壊熱除去

のための常時冷却は不要であり，【製

④】ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵設備は，多重化された排風機で強制冷

却することにより，必要な崩壊熱除去を

行う設計とする。製②-1,2 

 なお，崩壊熱除去に必要な排風機を設

置する系統に関する設計方針について

は，第２章 個別項目の「5. 放射性廃

棄物の廃棄施設」の「5.1.4 換気設

備」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，製品の冷却のための適切な措置

を講ずる設計とする。製②-1 

製品貯蔵施設のうち，ウラン酸化物貯

蔵設備は，崩壊熱除去のための常時冷却

は不要であり，【製④】ウラン・プルト

ニウム混合酸化物貯蔵設備は，多重化さ

れた排風機で強制冷却することにより，

必要な崩壊熱除去を行う設計とする。製

②-2 

 

 

 

 

 

ホ．製品貯蔵施設の構造及び設備 

(１)構造 

 製品貯蔵施設は，脱硝施設のウラン脱

硝設備で処理したＵＯ３を受け入れ貯蔵

するウラン酸化物貯蔵設備及び脱硝施設

のウラン・プルトニウム混合脱硝設備で

処理したＭＯＸを受け入れ，貯蔵するウ

ラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備

で構成し，ウラン酸化物貯蔵設備は，ウ

ラン酸化物貯蔵建屋に収納し，ウラン・

プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，ウ

ラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

に収納する。製③-1 

ウラン酸化物貯蔵建屋の主要構造【製

□1 】は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨

鉄筋コンクリート造）で，【製□1 】地上

２階，地下２階，建築面積約2,700ｍ２

【製□1 】の建物である。製③-2 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋の主要構造【製□2 】は，鉄筋コンク

リート造で，【製□2 】地上１階，地下４

階，建築面積約2,700ｍ２【製□2 】の建

物である。製③-3 

ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置概要図

を第110図から第114図に，ウラン・プル

トニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置概

要図を第115図から第120図に示す。製□3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.11  ウラン酸化物貯蔵建屋 

ウラン酸化物貯蔵建屋は，製品貯蔵施

設のウラン酸化物貯蔵設備等を収納す

る。製◇2  

主要構造は，鉄筋コンクリート造（一

部鉄骨鉄筋コンクリート造）で，【製

◇3 】地上２階【製◇4 】（地上高さ約13

ｍ），【製◇3 】地下２階【製◇4 】，平

面が約53ｍ（南北方向）×約53ｍ（東西

方向）の建物であり，堅固な基礎版上に

設置する。製◇3  

ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置図を第

2.3－64 図～第 2.3－68 図に示す。製◇4  

 

2.3.12  ウラン・プルトニウム混合酸

化物貯蔵建屋 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋は，製品貯蔵施設のウラン・プルト

ニウム混合酸化物貯蔵設備等を収納す

る。製◇2  

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，

【製◇1 】地上１階【製◇4 】（地上高さ

約14ｍ）【製◇1 】，地下４階【製

◇4 】，平面が約56ｍ（南北方向）×約

52ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な

基礎版上に設置する。製◇1  

ＭＯＸ燃料加工施設へＭＯＸを収納す

る混合酸化物貯蔵容器を払い出すため，

地下４階において貯蔵容器搬送用洞道と

接続する。また，貯蔵容器搬送用洞道及

びＭＯＸ燃料加工施設の燃料加工建屋の

一部は，負圧管理の境界として共用す

る。製◇5  

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋機器配置図を第2.3－69図～第2.3－

74図に示す。製◇4  

 

 

（崩壊熱除去に関係しない記載であるた
め中略） 
使用済燃料乾式貯蔵設備は，自然冷却

によって使用済燃料からの崩壊熱を外部

に放出できる構造とし，適切に熱を除去

できる設計とする。 

（以降は崩壊熱除去に関係しない記載で
あるため省略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製③-1（P1へ） 

 

 

 

 

製③-2（P1へ） 

 

 

 

 

製③-3（P1へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

許可本文の記載を受け，ウ

ラン酸化物の常時冷却は不

要であること示す。 

（双方の記載） 
＜不一致の理由＞ 
崩壊熱除去に関する要求は同じだが，使用済燃料乾式貯蔵設備は自然

冷却，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は換気設備により空冷を

することにより崩壊熱除去を行うことから，冷却の方法に差異があるため。 

【許可からの変更点】 
製品の冷却のための適切な措置を講

ずる設計を具体化した。 
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ウラン酸化物貯蔵設備及びウラン・プ

ルトニウム混合酸化物貯蔵設備の臨界安

全管理を要する機器は，技術的に見て想

定されるいかなる場合でも，形状寸法管

理，質量管理及び同位体組成管理並びに

これらの組合せにより，単一ユニットと

して臨界を防止できる設計とする。製⑦

-1,3 

 ウラン酸化物貯蔵設備の単一ユニット

は，中性子吸収材管理を組み合わせて適

切に配置すること，また，ウラン・プル

トニウム混合酸化物貯蔵設備の単一ユニ

ットは，適切に配置することにより，複

数ユニットとして臨界を防止できる設計

とする。製⑦-2,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 製品貯蔵施設 

5.1 概要 

 製品貯蔵施設は，ウラン酸化物貯蔵設

備及びウラン・プルトニウム混合酸化物

貯蔵設備で構成する。製◇4  

 ウラン酸化物貯蔵設備は，脱硝施設の

ウラン脱硝設備で生成したＵＯ３粉末の

製品を貯蔵する設備である。製◇4  

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備は，脱硝施設のウラン・プルトニウ

ム混合脱硝設備で生成したＭＯＸ粉末の

製品を貯蔵する設備である。製◇4  

 なお，製品貯蔵施設は，ウラン－235

濃縮度が全ウランの 1.6wt％以下のウラ

ンのＵＯ３粉末並びにウラン－235 濃縮

度が全ウランの 1.6wt％以下のウラン及

びプルトニウム－240 重量比が全プルト

ニウムの 1７wt％以上のプルトニウムの

ＭＯＸ粉末を受け入れる。製◇8  

 

5.2 ウラン酸化物貯蔵設備 

5.2.1 概要 

 ウラン酸化物貯蔵設備は，脱硝施設の

ウラン脱硝設備で生成した製品であるＵ

Ｏ３粉末を充てんしたウラン酸化物貯蔵

容器を受け入れ，貯蔵し，払い出す設備

である。製◇4  

 

5.2.2 設計方針 

(１)臨界安全 

 ウラン酸化物貯蔵設備の臨界安全管理

を要する機器は，技術的に見て想定され

るいかなる場合でも，形状寸法管理，質

量管理及び同位体組成管理並びにこれら

の組合せにより，単一ユニットとして臨

界を防止できる設計とする。製⑦-1 

 

 

また，各単一ユニットは，中性子吸収

材管理を組み合わせて適切に配置するこ

とにより，複数ユニットとして臨界を防

止できる設計とする。製⑦-2 

(２)落下防止 

 貯蔵室クレーン等の搬送機器は，電源

喪失時におけるつり荷の保持，又は逸走

防止を行い，移送物の落下及び転倒を防

止できる設計とする。製◇10  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製⑦-3（P7から） 

 

 

 

 

 

 

 

製⑦-4（P7から） 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 
ウラン酸化物貯蔵設備及びウラン・プ

ルトニウム混合酸化物貯蔵設備の臨

界防止に関する設計方針をまとめ，記

載を適正化した。 
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ウラン酸化物貯蔵設備は，UO3粉末を

ウラン酸化物貯蔵容器に封入することに

より，閉じ込め機能を確保できる設計と

する。製⑧-1 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備は，ＭＯＸ粉末充てん済みの粉末缶

を混合酸化物貯蔵容器に封入することに

より，閉じ込め機能を確保できる設計と

する。製⑧-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ウラン酸化物貯蔵設備 

ウラン酸化物貯蔵設備は，脱硝施設の

ウラン脱硝設備から UO3 粉末を封入した

ウラン酸化物貯蔵容器を受け入れ，貯蔵

容器搬送台車及び昇降リフトで搬送し，

移載クレーンで貯蔵バスケットに収納

後，バスケット搬送台車及び昇降リフト

で搬送し，貯蔵室クレーンで貯蔵室に貯

蔵する設計とする。製⑤-1 

UO3 粉末を封入したウラン酸化物貯蔵

容器を他施設へ払い出す場合は，貯蔵室

クレーン，バスケット搬送台車及び昇降

リフトを用いてトラックヤードから払い

出す設計とする。製⑤-2 

ウラン脱硝設備から受け入れた一部の

UO3粉末及び貯蔵室に貯蔵した一部の UO3
粉末は，貯蔵容器取扱室で一時保管した

後，脱硝塔内の流動層を形成するため，

又は UO3 溶解槽で溶解するため，脱硝施

設のウラン脱硝設備に移送する設計とす

る。製⑤-3 

貯蔵室に貯蔵した一部の UO3 粉末は，

保障措置検査のため貯蔵容器取扱室へ移

送した後，再度貯蔵室に貯蔵する設計と

する。また，貯蔵室に貯蔵した空き容量

を有する貯蔵バスケットは，搬送室へ移

送し，UO3 粉末を封入したウラン酸化物

貯蔵容器を収納した後，再度貯蔵室に貯

蔵する設計とする。製⑤-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３)閉じ込め 

 ウラン酸化物貯蔵設備は，ＵＯ３粉末

をウラン酸化物貯蔵容器に封入すること

により，閉じ込め機能を確保できる設計

とする。製⑧-1 

(４)貯蔵容量 

 ウラン酸化物貯蔵設備は，適切な貯蔵

容量を有する設計とする。製◇4  

 

5.2.3 主要設備の仕様 

 ウラン酸化物貯蔵設備の主要設備の仕

様を第 5.2－1 表に示す。製◇5  

 なお，貯蔵バスケット概要図を第 5.2

－1 図に示す。製◇5  

 

5.2.4 系統構成及び主要設備 

 ウラン酸化物貯蔵設備の 大貯蔵能力

は，4,000t・Ｕである。製◇1  

(１)系統構成 

 ウラン酸化物貯蔵設備は, 脱硝施設の

ウラン脱硝設備からＵＯ３粉末を封入し

たウラン酸化物貯蔵容器を受け入れ，貯

蔵容器搬送台車及び昇降リフトで搬送

し，移載クレーンで貯蔵バスケットに収

納後，バスケット搬送台車及び昇降リフ

トで搬送し，貯蔵室クレーンで貯蔵室に

貯蔵する。製⑤-1 

ＵＯ３粉末を封入したウラン酸化物貯

蔵容器を他施設へ払い出す場合は，貯蔵

室クレーン，バスケット搬送台車及び昇

降リフトを用いてトラックヤードから払

い出す。製⑤-2 

ウラン脱硝設備から受け入れた一部の

ＵＯ３粉末及び貯蔵室に貯蔵した一部の

ＵＯ３粉末は，貯蔵容器取扱室で一時保

管した後，脱硝塔内の流動層を形成する

ため，又はＵＯ３溶解槽で溶解するた

め，脱硝施設のウラン脱硝設備に移送す

る。製⑤-3 

貯蔵室に貯蔵した一部のＵＯ３粉末

は，保障措置検査のため貯蔵容器取扱室

へ移送した後，再度貯蔵室に貯蔵する。

また，貯蔵室に貯蔵した空き容量を有す

る貯蔵バスケットは，搬送室へ移送し，

ＵＯ３粉末を封入したウラン酸化物貯蔵

容器を収納した後，再度貯蔵室に貯蔵す

る。製⑤-4 

(２)主要設備 

 ウラン酸化物貯蔵設備の臨界安全管理

を要する機器は，形状寸法管理，質量管

理及び同位体組成管理並びにこれらの組

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製⑧-2（P7から） 
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 貯蔵容器搬送台車は，ウラン酸化物貯

蔵容器１本を軌道上において取り扱い，

ウラン酸化物貯蔵容器が転倒及び落下し

難い構造とするとともに，取り扱い時の

搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防

止のインターロックを設ける設計とす

る。製⑨-3,⑩-1 

 

 昇降リフトは，貯蔵容器搬送台車１台

又はバスケット搬送台車１台を載せたま

ま，ウラン酸化物貯蔵建屋内を昇降する

設備であり，コンクリート軀体内を昇降

する油圧駆動方式とし，電源喪失時にも

荷を保持するフェイルセイフ機構を有す

る設計とするとともに，運転を安全かつ

確実に行うため，逸走防止のインターロ

ックを設ける設計とする。製⑨-4,⑩-2 

 

 移載クレーンは，ウラン酸化物貯蔵容

器１本をつり上げて取り扱い，ウラン酸

化物貯蔵容器の取り扱い時の落下を防止

するため，つりワイヤの二重化を施すと

ともに，電源喪失時にもつり荷を保持す

るフェイルセイフ機構を有する設計とす

る。製⑨-5,⑩-3 

また，運転を安全かつ確実に行うた

め，ウラン酸化物貯蔵容器のつり上げ高

さを 5ｍ以下とし，つかみ不良時のつり

上げ防止及び逸走防止のインターロック

を設ける設計とする。製⑨-6,⑩-4 

 

 バスケット搬送台車は，貯蔵バスケッ

ト１基を軌道上において取り扱い，貯蔵

バスケットが転倒及び落下し難い構造と

するとともに，取り扱い時の搬送を安全

かつ確実に行うため，逸走防止のインタ

ーロックを設ける設計とする。製⑨-7,

⑩-5 

 

 貯蔵室クレーンは，貯蔵バスケット１

基を取り扱い，貯蔵バスケット取り扱い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合せにより，単一ユニットとして臨界を

防止する設計とする。製◇4  

また，各単一ユニットは，中性子吸収

材管理を組み合わせて適切に配置するこ

とにより，複数ユニットとして臨界を防

止する設計とする製◇4  

ウラン酸化物貯蔵設備の主要設備の臨

界安全管理表を第 5.2－２表に示す。製

◇5  

ａ．貯蔵容器搬送台車 

 貯蔵容器搬送台車は，ウラン酸化物貯

蔵容器１本を軌道上において取り扱い，

ウラン酸化物貯蔵容器が転倒及び落下し

難い構造とするとともに，取り扱い時の

搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防

止のインターロックを設ける設計とす

る。製⑨-3,⑩-1 

ｂ．昇降リフト 

 昇降リフトは，貯蔵容器搬送台車１台

又はバスケット搬送台車１台を載せたま

ま，ウラン酸化物貯蔵建屋内を昇降する

設備であり，コンクリート軀体内を昇降

する油圧駆動方式とし，電源喪失時にも

荷を保持するフェイルセイフ機構を有す

る設計とするとともに，運転を安全かつ

確実に行うため，逸走防止のインターロ

ックを設ける設計とする。製⑨-4,⑩-2 

ｃ．移載クレーン 

 移載クレーンは，ウラン酸化物貯蔵容

器１本をつり上げて取り扱い，ウラン酸

化物貯蔵容器の取り扱い時の落下を防止

するため，つりワイヤの二重化を施すと

ともに，電源喪失時にもつり荷を保持す

るフェイルセイフ機構を有する設計とす

る。製⑨-5,⑩-3 

また，運転を安全かつ確実に行うた

め，ウラン酸化物貯蔵容器のつり上げ高

さを５ｍ以下とし，つかみ不良時のつり

上げ防止及び逸走防止のインターロック

を設ける設計とする。製⑨-6,⑩-4 

ｄ．バスケット搬送台車 

 バスケット搬送台車は，貯蔵バスケッ

ト１基を軌道上において取り扱い，貯蔵

バスケットが転倒及び落下し難い構造と

するとともに，取り扱い時の搬送を安全

かつ確実に行うため，逸走防止のインタ

ーロックを設ける設計とする。製⑨-7,

⑩-5 

ｅ．貯蔵室クレーン 

 貯蔵室クレーンは，貯蔵バスケット１

基を取り扱い，貯蔵バスケット取り扱い
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時の落下を防止するため，つりワイヤの

二重化を施すとともに，電源喪失時にも

つり荷を保持するフェイルセイフ機構を

有する設計とする。製⑨-8,⑩-6 

また，運転を安全かつ確実に行うた

め，貯蔵バスケットのつり上げ高さを6

ｍ以下とし，つかみ不良時のつり上げ防

止及び逸走防止のインターロックを設け

る設計とする。製⑨-9,⑩-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時の落下を防止するため，つりワイヤの
二重化を施すとともに，電源喪失時にも

つり荷を保持するフェイルセイフ機構を

有する設計とする。製⑨-8,⑩-6 

また，運転を安全かつ確実に行うた

め，貯蔵バスケットのつり上げ高さを６

ｍ以下とし，つかみ不良時のつり上げ防

止及び逸走防止のインターロックを設け

る設計とする。製⑨-9,⑩-7 

 

5.2.5 試験・検査 

 ウラン酸化物貯蔵容器等の機器は，外

観検査等の品質保証活動のもとに製作を

行う。製◇9  

 貯蔵容器搬送台車等の搬送機器は，定

期的に作動試験及び検査を実施する。製

◇7  

 

 

5.2.6 評価 

(１)臨界安全 

 ウラン酸化物貯蔵設備の臨界安全管理

を要する機器は，技術的に見て想定され

るいかなる場合にも第 5.2－２表の臨界

安全管理表に示す形状寸法管理，質量管

理及び同位体組成管理並びにこれらの組

合せにより，単一ユニットとして臨界を

防止できる。製◇4  

 また，各単一ユニットは，中性子吸収

材管理を組合わせて適切に配置する設計

とするので，複数ユニットとして臨界を

防止できる。製◇4  

(２)落下防止 

 貯蔵室クレーン等の搬送機器は，つり

ワイヤの二重化，電源喪失時におけるつ

り荷の保持機構，及び逸走防止のインタ

ーロックを設ける設計とするので，移送

物の落下及び転倒を防止できる。製◇4  

(３)閉じ込め 

 ウラン酸化物貯蔵設備は，ＵＯ３粉末

をウラン酸化物貯蔵容器に封入する設計

とするので，閉じ込め機能を確保でき

る。製◇4  

(４)貯蔵容量 

 ウラン酸化物貯蔵設備は，製品である

ＵＯ３粉末を 4,000ｔ・Ｕ貯蔵できる。

製◇1  

 

5.3 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵設備 

5.3.1 概要 
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 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備は，ウラン・プルトニウム混合脱硝

設備からＭＯＸ粉末充てん済みの粉末缶

を収納した混合酸化物貯蔵容器を受入

れ，貯蔵し，払い出す設備である。製

◇4  

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備のうち，粉末缶及び混合酸化物貯蔵

容器は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する

とともに，【製⑨-10】ＭＯＸ燃料加工

施設の洞道搬送台車は再処理施設と共用

する。製◇6  

また，ＭＯＸ燃料加工施設から洞道搬

送台車でＭＯＸ粉末取出し後の粉末缶を

収納した混合酸化物貯蔵容器を受け入

れ，貯蔵ホールで一時保管した後，再使

用する。製◇6  

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋とＭＯＸ燃料加工施設（洞道）を接

続する設計とする。接続部に対しては，

地震，火災及び溢水による影響を受けな

いよう，建屋間のエキスパンションジョ

イントによる接続，洞道境界への３時間

以上の耐火能力を有する扉の設置及び建

屋内での堰の設置を行う設計とすること

で，共用によって再処理施設の安全性を

損なわない設計とする。製◇6  

 

5.3.2 設計方針 

(１)臨界安全 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備で臨界安全管理を要する機器は，技

術的に見て想定されるいかなる場合で

も，形状寸法管理，質量管理及び同位体

組成管理並びにこれらの組合せにより，

単一ユニットとして臨界を防止できる設

計とする。製⑦-3 

また，各単一ユニットは，適切に配置

することにより，複数ユニットとして臨

界を防止できる設計とする。製⑦-4 

(２)落下防止 

 昇降機等の搬送機器は，電源喪失時に

おけるつり荷の保持又は逸走防止を行

い，移送物の落下及び転倒を防止できる

設計とする。製◇10  
(３)閉じ込め 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備は，ＭＯＸ粉末充てん済みの粉末缶

を混合酸化物貯蔵容器に封入することに

より，閉じ込め機能を確保できる設計と

する。製⑧-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製⑨-10（P9へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製⑦-3（P3へ） 

 

 

製⑦-4（P3へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製⑧-2（P4へ） 

【許可からの変更点】 
章立てより，粉末缶及び混合酸化物貯

蔵容器は，設備区分がウラン・プルトニ

ウム混合酸化物貯蔵設備に該当する

ことが分かるため，当該記載は省略す

る。 

1390



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十九条 （使用済燃料の貯蔵施設等） 第２項（8 / 16） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 ウラン・プルトニウム混合酸化物

貯蔵設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備は，脱硝施設のウラン・プルトニウ

ム混合脱硝設備から MOX 粉末充てん済み

の粉末缶を封入した混合酸化物貯蔵容器

を受け入れ，貯蔵容器台車及び昇降機に

より搬送し，貯蔵台車で貯蔵ホールに貯

蔵する設計とする。製⑥-1 

混合酸化物貯蔵容器を他施設へ払い出

す場合は，貯蔵台車で貯蔵ホールから取

り出し，貯蔵容器台車，昇降機，移載

機，払出台車，運搬容器台車及び天井ク

レーンを用いてローディングドックから

払い出す設計とする。製⑥-2 

 

 

 

貯蔵ホールに貯蔵した一部の MOX 粉末

は，保障措置検査のため，脱硝施設のウ

ラン・プルトニウム混合脱硝設備へ移送

した後，再度貯蔵ホールに貯蔵する設計

とする。製⑥-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４)崩壊熱除去 

 貯蔵ホールは，崩壊熱による過度の温

度上昇を防止するため，適切な冷却機能

を有する設計とする。製◇4  

(５)貯蔵容量 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備は，適切な貯蔵容量を有する設計と

する。製◇4  

(６)共用 

 粉末缶，混合酸化物貯蔵容器及びＭＯ

Ｘ燃料加工施設の洞道搬送台車【製

◇5 】は，共用によって再処理施設の安

全性を損なわない設計とする。製⑨-11 

 

5.3.3 主要設備の仕様 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備の主要設備の仕様を第 5.3－１表に

示す。また，共用するＭＯＸ燃料加工施

設の主要設備の仕様を第 5.3－２表に示

す。製◇5  

なお，貯蔵ホール概要図を第 5.3－１

図に示す。製◇5  

 

5.3.4 系統構成及び主要設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備の 大貯蔵能力は，60ｔ・（Ｕ＋Ｐ

ｕ）である。製◇1  

(１)系統構成 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備は，脱硝施設のウラン・プルトニウ

ム混合脱硝設備からＭＯＸ粉末充てん済

みの粉末缶を封入した混合酸化物貯蔵容

器を受け入れ，貯蔵容器台車，昇降機等

により搬送し，貯蔵台車で貯蔵ホールに

貯蔵する。【製⑥-1】混合酸化物貯蔵容

器を他施設へ払い出す場合は，貯蔵台車

で貯蔵ホールから取り出し，貯蔵容器台

車，昇降機，移載機，払出台車，洞道搬

送台車【製◇6 】等を用いてローディン

グドック又は台車移動室【製◇6 】から

払い出す。【製⑥-2】また，ＭＯＸ燃料

加工施設から洞道搬送台車でＭＯＸ粉末

取り出し後の粉末缶を収納した混合酸化

物貯蔵容器を受け入れる。製◇6  

貯蔵ホールに貯蔵した一部のＭＯＸ粉

末は，保障措置検査のため，脱硝施設の

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備へ移

送した後，再度貯蔵ホールに貯蔵する。

製⑥-3 

(２)主要設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製⑨-11（P9へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

「貯蔵容器台車，昇降機，移

載機，払出台車等」について

対象を明確にした。 

【許可からの変更点】 

「貯蔵容器台車，昇降機等」

について対象を明確にした。 
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粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器は，

MOX 燃料加工施設と共用し，共用によっ

て再処理施設の安全性を損なわない設計

とする。製⑨-1,2,10,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯蔵容器台車は，混合酸化物貯蔵容器

１本を軌道上において取り扱い，混合酸

化物貯蔵容器が転倒し難い構造とすると

ともに，取り扱い時の搬送を安全かつ確

実に行うため，逸走防止のインターロッ

ク及び衝突防止のインターロックを設け

る設計とする。製⑨-12,⑩-8 

 

 

 

 

 

昇降機は，混合酸化物貯蔵容器１本を

軌道上においてつり上げて取り扱い，混

合酸化物貯蔵容器の落下を防止するた

め，つりチェインの二重化を施すととも

に，電源喪失時にもつり荷を保持するフ

ェイルセイフ機構を有する設計とする。

製⑨-13,⑩-9 

また，運転を安全かつ確実に行うた

め，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時

のつり上げ防止及び逸走防止のインター

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋は，地下４階において貯蔵容器搬送

用洞道と接続し，ＭＯＸ粉末充てん済み

の粉末缶を収納した混合酸化物貯蔵容器

をＭＯＸ燃料加工施設の洞道搬送台車を

用いて搬送し，ＭＯＸ燃料加工施設へ払

い出す。このため，【製□4 】粉末缶及び

混合酸化物貯蔵容器をＭＯＸ燃料加工施

設と共用【製⑨-1】するとともに，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設の洞道搬送台車を再処理

施設と共用する。製□4  

 貯蔵容器搬送用洞道との接続に伴い，

貯蔵容器搬送用洞道及びＭＯＸ燃料加工

施設の燃料加工建屋の一部は，負圧管理

の境界として共用する。製□4  

 共用の範囲には，再処理施設境界の扉

及びＭＯＸ燃料加工施設境界の扉を含

み，再処理施設境界の扉は，火災影響軽

減設備の防火戸とする。製□4  

 粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器並びに

ＭＯＸ燃料加工施設の洞道搬送台車，貯

蔵容器搬送用洞道及び燃料加工建屋の一

部【製□4 】は，共用によって再処理施設

の安全性を損なわない設計とする。製⑨

-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の臨界安全管理を要する機器は，形

状寸法管理，質量管理及び同位体組成管

理並びにこれらの組合せにより，単一ユ

ニットとして臨界を防止する設計とす

る。製◇4  

また，各単一ユニットは，適切に配置

することにより，複数ユニットとして臨

界を防止する設計とする。製◇4  

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備の主要設備の臨界安全管理表を第

5.3－３表に示す。製◇4  

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備の混合酸化物貯蔵容器及び粉末缶

は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。な

お，共用によって仕様（種類，容量及び

主要材料），遮蔽設計，閉じ込め機能及

び臨界安全の方法に変更はない。製◇4  

ａ．貯蔵ホール 

 貯蔵ホールは，各ホールに混合酸化物

貯蔵容器１本を収納する設計とし，混合

酸化物貯蔵容器から崩壊熱を除去するた

め，気体廃棄物の廃棄施設のウラン・プ

ルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備

により，貯蔵ホールの換気を適切に行い

混合酸化物貯蔵容器を空気で冷却すると

ともに，貯蔵室の構造物（コンクリー

ト）の温度を 65℃以下に維持する設計

とする。製◇2  

ｂ．貯蔵容器台車 

 貯蔵容器台車は，混合酸化物貯蔵容器

１本を軌道上において取り扱い，混合酸

化物貯蔵容器が転倒し難い構造とすると

ともに，取り扱い時の搬送を安全かつ確

実に行うため，逸走防止のインターロッ

ク及び衝突防止のインターロックを設け

る設計とする。製⑨-12,⑩-8 

また，衝突防止のインターロックに必

要となるＭＯＸ燃料加工施設の洞道搬送

台車からの信号は，再処理施設とＭＯＸ

燃料加工施設間で共用する。製◇6  

ｃ．昇降機   

昇降機は，混合酸化物貯蔵容器１本を

軌道上においてつり上げて取り扱い，混

合酸化物貯蔵容器の落下を防止するた

め，つりチェインの二重化を施すととも

に，電源喪失時にもつり荷を保持するフ

ェイルセイフ機構を有する設計とする。

製⑨-13,⑩-9 

また，運転を安全かつ確実に行うた

め，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時

のつり上げ防止及び逸走防止のインター

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製⑨-10（P7から） 

製⑨-11（P8から） 
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ロックを設ける設計とする。製⑨-14,⑩

-10 

 

貯蔵台車は，混合酸化物貯蔵容器１本

を軌道上においてつり上げて取り扱い，

混合酸化物貯蔵容器の取扱い時の落下を

防止するため，つりチェインの二重化を

施すとともに，電源喪失時にもつり荷を

保持するフェイルセイフ機構を有する設

計とする。製⑨-15,⑩-11 

また，運転を安全かつ確実に行うた

め，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時

のつり上げ防止及び逸走防止のインター

ロックを設ける設計とする。製⑨-16,⑩

-12 

移載機は，混合酸化物貯蔵容器１本を

軌道上においてつり上げて取り扱い，混

合酸化物貯蔵容器の落下を防止するた

め，つりチェインの二重化を施すととも

に，電源喪失時にもつり荷を保持するフ

ェイルセイフ機構を有する設計とする。

製⑨-17,⑩-13 

また，運転を安全かつ確実に行うた

め，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時

のつり上げ防止及び逸走防止のインター

ロックを設ける設計とする。製⑨-18,⑩

-14 

 

払出台車は，混合酸化物貯蔵容器１本

を軌道上において取り扱い，混合酸化物

貯蔵容器が転倒し難い構造とするととも

に，取り扱い時の搬送を安全かつ確実に

行うため，逸走防止のインターロックを

設ける設計とする。製⑨-19,⑩-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロックを設ける設計とする。 

製⑨-14,⑩-10 

ｄ．貯蔵台車 

貯蔵台車は，混合酸化物貯蔵容器１本

を軌道上においてつり上げて取り扱い，

混合酸化物貯蔵容器の取扱い時の落下を

防止するため，つりチェインの二重化を

施すとともに，電源喪失時にもつり荷を

保持するフェイルセイフ機構を有する設

計とする。【製⑨-15,⑩-11】また，運

転を安全かつ確実に行うため，混合酸化

物貯蔵容器のつかみ不良時のつり上げ防

止及び逸走防止のインターロックを設け

る設計とする。製⑨-16,⑩-12 

ｅ．移載機 

 移載機は，混合酸化物貯蔵容器１本を

軌道上においてつり上げて取り扱い，混

合酸化物貯蔵容器の落下を防止するた

め，つりチェインの二重化を施すととも

に，電源喪失時にもつり荷を保持するフ

ェイルセイフ機構を有する設計とする。

製⑨-17,⑩-13 

また，運転を安全かつ確実に行うた

め，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時

のつり上げ防止及び逸走防止のインター

ロックを設ける設計とする。製⑨-18,⑩

-14 

ｆ．払出台車 

 払出台車は，混合酸化物貯蔵容器１本

を軌道上において取り扱い，混合酸化物

貯蔵容器が転倒し難い構造とするととも

に，取り扱い時の搬送を安全かつ確実に

行うため，逸走防止のインターロックを

設ける設計とする。製⑨-19,⑩-15 

ｇ．洞道搬送台車 

 ＭＯＸ燃料加工施設の洞道搬送台車

は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上に

おいて取り扱い，混合酸化物貯蔵容器が

転倒し難い構造とするとともに，取り扱

い時の搬送を安全かつ確実に行うため，

衝突防止のインターロックを設ける設計

とする。製◇6  

また，洞道搬送台車及び衝突防止のイ

ンターロックに必要となる貯蔵容器台車

からの信号は，再処理施設とＭＯＸ燃料

加工施設間で共用する。製◇6  

 

5.3.5 試験・検査 

 貯蔵台車等の機器は，据付け検査，外

観検査等の品質保証活動のもとに製作を

行う。製◇7  
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 貯蔵容器台車等の搬送機器は，定期的

に作動試験及び検査を実施する。製◇9  

 

5.3.6 評価 

(１)臨界安全 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備の臨界安全管理を要する機器は，技

術的に見て想定されるいかなる場合にも

第 5.3－３表の臨界安全管理表に示す形

状寸法管理，質量管理及び同位体組成管

理並びにこれらの組合せにより，単一ユ

ニットとして臨界を防止できる。製◇4  

 また，各単一ユニットは，適切に配置

する設計とするので，複数ユニットとし

て臨界を防止できる。製◇4  

(２)落下防止 

 昇降機，貯蔵台車等の搬送機器は，つ

りチェインの二重化，電源喪失時におけ

るつり荷の保持機構及び逸走防止のイン

ターロックを設ける設計とするので，移

送物の落下及び転倒を防止できる。製

◇10  
(３)閉じ込め 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備は，ＭＯＸ粉末を混合酸化物貯蔵容

器に封入する設計とするので，閉じ込め

機能を確保できる。製◇4  

(４)崩壊熱除去 

 貯蔵ホールは，気体廃棄物の廃棄施設

のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋換気設備により，換気を適切に行う

設計とするので，崩壊熱を除去できる。

製◇4  

(５)貯蔵容量 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備は，製品であるＭＯＸ粉末を 60

ｔ・(Ｕ＋Ｐｕ)貯蔵できる。製◇1  

(６)共用 

 粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器は，共

用によって仕様（種類，容量及び主要材

料），遮蔽設計，閉じ込め機能及び臨界

安全の方法に変更はないため，共用によ

って再処理施設の安全性を損なわない。

製◇4  

ＭＯＸ燃料加工施設の洞道搬送台車

は，遮蔽体を設ける設計としており，再

処理施設の遮蔽設計区分に変更はないこ

と，１台当たり混合酸化物貯蔵容器を一

時に１本ずつ取り扱うことで臨界安全設

計を担保する設計とすること及び衝突防

止のインターロックを設ける設計とする
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ことで，共用によって再処理施設の安全

性を損なわない。製◇6  

なお，本節の記述に関しては，以下の

混合酸化物貯蔵容器の落下試験がある。

製◇11  
ａ．建屋内での想定される落下事象 

 混合酸化物貯蔵容器を取り扱うウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋内及びウ

ラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

内での搬送において想定されるつり上げ

高さを第 5.3－２図に示す。これから，

直接，建屋床面への落下が想定される昇

降位置での建屋床面からの 大つり上げ

高さは４ｍ以下であることから，落下高

さ 4.0ｍの任意姿勢での落下事象を想定

した。製◇11  
なお，建屋床面からのつり上げ高さが

約４ｍを超える昇降位置には，緩衝体を

備えたシャッタが設けられている。製

◇11  
したがって，直接，建屋床面への落下

は想定されないが，混合酸化物貯蔵容器

の落下事象に対する裕度を確認する観点

から，つり上げた時のシャッタまでの

大つり上げ高さが 9.8ｍとなる昇降位置

での緩衝体を備えたシャッタ上への落下

事象を想定するとともに，万一，シャッ

タが開の状態を想定し， 大つり上げ高

さが 12.2ｍでの建屋床面への落下事象

についても考慮することとした。製◇11  
ｂ．落下試験 

 実際に使用する混合酸化物貯蔵容器及

び粉末缶と同一仕様の容器を製作した。 

粉末缶には，12ｋｇ・(Ｕ＋Ｐｕ)に相

当する模擬粉末（酸化鉄粉及び鉛粒）を

充てんし，混合酸化物貯蔵容器内には当

該粉末缶を３缶（36ｋｇ・(Ｕ＋Ｐｕ)相

当）収納した。製◇11  
混合酸化物貯蔵容器の想定される建屋

床面への落下高さを考慮して 4.0ｍから

の垂直，水平，コーナー姿勢での落下試

験を行うこととした。製◇11  
混合酸化物貯蔵容器を所定の条件（姿

勢，高さ）でつり上げた後切離し，鋼板

（厚さ 32ｍｍ）敷鉄筋コンクリート造

の落下試験台（厚さ 1.38ｍ）上へ落下

させた。製◇11  
また，高揚程の落下事象に対しては，

緩衝体を備えたシャッタ上への想定され

る落下高さを考慮して 10ｍから混合酸

化物貯蔵容器を緩衝体上へ落下させた。
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(２)主要な設備及び機器の種類 

(ⅰ)ウラン酸化物貯蔵設備 

ウラン酸化物貯蔵容器 １式 

  材料 ステンレス鋼 

  容量 約１ｔ･Ｕ／貯蔵容器製□2  

 

 貯蔵バスケット １式 

  容量 ウラン酸化物貯蔵容器 

４本／基製□2  

 

 貯蔵バスケット貯蔵エリア 

  貯蔵容量 貯蔵バスケット  

1,000基製□2  

 

貯蔵容器搬送台車 １台製□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに， 大つり上げ高さを考慮して

13ｍからの垂直姿勢で混合酸化物貯蔵容

器を落下試験台上へ落下させた。製◇11  
ｃ．試験結果 

 試験結果を第 5.3－４表に示す。 

いずれの落下姿勢においても混合酸化

物貯蔵容器には，き裂や開口は発生しな

かった。製◇11  
落下試験直後に，本体フランジ部と外

ふた部及び溶接部に対して，ヘリウムリ

ーク試験を実施した結果，本体フランジ

部と外ふた部では，落下影響の大きな

13ｍからの落下試験の結果でも 10－６Ｐ

ａ・ｍ３／ｓ程度の密封性を維持してい

ることが確認できた。また，溶接部につ

いてはいずれの落下試験姿勢においても

漏えいは検出されなかった。製◇11  
混合酸化物貯蔵容器内部の粉末缶につ

いては，き裂，破損及びふた部のゆるみ

もなく，粉末缶内部の模擬粉末の漏えい

も認められなかった。製◇11  
 

第 5.2－１表 ウラン酸化物貯蔵設備の 

主要設備の仕様 

(１)貯蔵バスケット貯蔵エリア 

 容量 貯蔵バスケット 1,000 基製◇1  

 

(２)ウラン酸化物貯蔵容器 

 種類 たて置円筒形 

 本数 １式 

 容量 約 1,000ｋｇ・Ｕ／貯蔵容器 

 主要材料 ステンレス鋼製◇1  

 

(３)貯蔵バスケット 

 種類 たて置式 

 基数 １式 

 容量 ウラン酸化物貯蔵容器 

４本／貯蔵バスケット製◇1  

 

(４)貯蔵容器搬送台車 

 種類 床面軌道走行式 

 台数 １ 

 容量 ウラン酸化物貯蔵容器１本 

製◇1  

 

(５)昇降リフト 

 種類 油圧駆動方式 

 基数 １ 

 容量 貯蔵容器搬送台車１台又は 

バスケット搬送台車１台製◇1  
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(ⅱ)ウラン・プルトニウム混合酸化物貯 

蔵設備 

 混合酸化物貯蔵容器 １式 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

  材料 ステンレス鋼 

  容量 粉末缶３缶／貯蔵容器 

（粉末缶容量は約12ｋｇ･（Ｕ＋

Ｐｕ））製□2  

 

 貯蔵ホール 

  構成 ホール 1,680本 

   （混合酸化物貯蔵容器 

１本／ホール）製□2  

 

貯蔵台車 ４台製□2  

 

(６)移載クレーン 

 種類 天井走行形 

 台数 １ 

 容量 ウラン酸化物貯蔵容器１本 

製◇1  

 

(７)バスケット搬送台車 

 種類 床面軌道走行形（親子台車） 

 台数 １ 

 容量 貯蔵バスケット１基製◇1  

 

(８)貯蔵室クレーン 

 種類 床上走行橋形 

 台数 ２ 

容量 貯蔵バスケット１基／台製◇1  

 

第 5.2－2 表 ウラン酸化物貯蔵設備の主 

要設備の臨界安全管理表製◇8  

 

第 5.3－１表 ウラン・プルトニウム混

合酸化物貯蔵設備の主要設備の仕様 

(１)粉末缶（ＭＯＸ燃料加工施設と 

共用） 

 種類 たて置円筒形 

 缶数 １式 

 容量 約 12ｋｇ・（Ｕ＋Ｐｕ）／缶 

 主要材料 アルミニウム合金製◇1  

 

(２)混合酸化物貯蔵容器（ＭＯＸ燃料加 

工施設と共用） 

 種類 たて置円筒形 

 本数 １式 

 容量 粉末缶３缶／貯蔵容器 

 主要材料 ステンレス鋼製◇1  

 

(３)貯蔵ホール 

 種類 換気空冷・たて置円筒管貯蔵 

方式 

 構成 ホール 1,680 本 
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    （混合酸化物貯蔵容器１本／ 

ホール） 

 容量 混合酸化物貯蔵容器 1,680 本 

製◇1  

(４)昇降機  

 種類 軌道走行形 

 台数 ２ 

 容量 混合酸化物貯蔵容器１本／台 

製◇1  

 

(５)貯蔵台車 

 種類 床面走行橋形 

 台数 ４ 

 容量 混合酸化物貯蔵容器１本／台 

製◇1  

(６)貯蔵容器台車 

 種類 床面軌道走行形（親子台車） 

 台数 ２ 

 容量 混合酸化物貯蔵容器１本／台 

製◇1  

 

(７)移載機  

 種類 軌道走行形 

 台数 ４ 

 容量 混合酸化物貯蔵容器１本／台 

製◇1  

 

(８)払出台車 

 種類 床面軌道走行形 

 台数 １ 

 容量 混合酸化物貯蔵容器１本／台 

製◇1  

 

第 5.3－２表 ＭＯＸ燃料加工施設の主

要設備の仕様（再処理施設と共用）  

(１)洞道搬送台車 

 種類 床面軌道走行形 

 台数 １ 

 容量 混合酸化物貯蔵容器１本／台 

製◇6  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
第5.3－３表 ウラン・プルトニウム混合

酸化物貯蔵設備の主要設備の臨界安全管

理表製◇8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第5.3－４表 試験結果のまとめ製◇11  
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第十九条 使用済燃料の貯蔵施設等 第２項 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

製① 製品の貯蔵容量 事業指定基準規則（第 17 条第２

項）の要求を受けている内容。 
－ － a,b 

製② 製品（MOX 粉末）の崩壊熱除去 
技術基準規則（第 19 条第２項）の

要求を受けている内容。 

２項 

（10 条１項） 
－ a 

製③ 製品（UO3粉末）の崩壊熱除去 許可事項の展開。 － － a 

製④ 
製品貯蔵施設に係る設備の収

納場所 
許可事項の展開。   a,c 

製⑤ 
ウラン酸化物貯蔵設備の系統

構成及び主要機器の設計方針 
許可事項の展開。 － － a,c 

製⑥ 

ウラン・プルトニウム混合酸化

物貯蔵設備の系統構成及び主

要機器の設計方針 

許可事項の展開。 － － a,c 

製⑦ 
臨界防止に関する記載 

（核燃料物質の臨界防止） 

第４条「核燃料物質の臨界防止」

に係る要求を受けている内容。 

（４条１項） 

（４条２項） 
－ d 

製⑧ 
閉じ込めに関する記載 

（閉じ込めの機能） 

第 10 条「閉じ込めの機能」に係る

要求を受けている内容。 

－ 

（10 条１項） 
－ e 

製⑨ 
共用に関する記載 

（安全機能を有する施設） 

第 16 条「安全機能を有する施設」

に係る要求を受けている内容。 

－ 

（16 条５項） 
－ f 

製⑩ 
搬送設備に関する記載 

（搬送設備） 

第 18 条「搬送設備」に係る要求を

受けている内容。 

－ 

（18 条１項） 
 g 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

製□1  
仕様を特定する必要がない建

屋 

仕様を特定する必要がない建屋であるため，基本設計方

針に記載しない。 
－ 

製□2  設備仕様 仕様表にて記載する。 b 

製□3  一般事項 
一般事項であるため，記載しない（図面の呼び込み，記

載箇所の呼び込み等） 
－ 

製□4  
再処理施設しゅん工後に申請

する設備に関する記載 

再処理施設しゅん工後に申請する設備及び当該設備の設

計方針に関する記載のため，記載しない。 
－ 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

別紙１② 

 
 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

製◇1  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

製◇2  添付書類記載事項 
設工認申請書 添付書類に記載する事項のため，記載し

ない。 
a 

製◇3  
仕様を特定する必要がない建

屋 

仕様を特定する必要がない建屋であるため，基本設計方

針に記載しない。 
 

製◇4  重複記載 
事業変更許可申請書本文の記載又は添付書類六のその他

の記載と内容が重複するため，記載しない。 
－ 

製◇5  図表の呼び込みの記載 
図表の呼び込みはの記載は設計方針に関係しない記載で

あるため，記載しない。 
－ 

製◇6  
再処理施設しゅん工後に申請

する設備に関する記載 

再処理施設しゅん工後に申請する設備及び当該設備の設

計方針に関する記載のため，記載しない。 
－ 

製◇7  品質保証活動に関する記載 
別添Ⅳ「設計及び工事に係る品質マネジメントシステ

ム」に関する設計方針であるため，記載しない。 
h 

製◇8  
他条文で展開する事項（第４

条） 

第４条「核燃料物質の臨界防止」にて，説明する内容の

ため，記載しない。 
d 

製◇9  
他条文で展開する事項（第 16

条） 

第 16 条「安全機能を有する施設」にて，説明する内容

のため，記載しない。 
f 

製◇10  
他条文で展開する事項（第 18

条） 

第 18 条「搬送設備」にて，説明する内容のため，記載

しない。 
g 

製◇11  落下試験に関する記載 

混合酸化物貯蔵容器の落下事象の検証試験の内容であ

り，設計方針に関係しない記載であるため，記載しな

い。 

－ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ－１－３ 製品貯蔵施設に関する説明書 

b 別添Ⅱ（仕様表） 

c 

Ⅵ－２－３ 系統図 

Ⅵ－２－４ 配置図 

Ⅵ－２－５ 構造図 

d I 核燃料物質の臨界防止に関する説明書 

e Ⅵ－１－１－２ 閉じ込めの機能に関する説明書 

f 
Ⅵ－１－１－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全

性に関する説明書 

g Ⅵ－1－1－10 搬送設備に関する説明書 

h （２） 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 
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第20条：計測制御系統施設 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（1 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（計測制御系統施設） 

第二十条 再処理施設には、

次に掲げる事項その他必要な

事項を計測し、制御する設備

が設けられていなければなら

ない。この場合において、当

該事項を計測する設備につい

ては、直接計測することが困

難な場合は間接的に計測する

設備をもって代えることがで

きる。①,⑧,⑨,⑪,⑬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 個別項目 

4. 計測制御系統施設 

計測制御系統施設の設計に係る共通

的な設計方針については，第 1章 共

通項目の「1.核燃料物質の臨界防

止」，「2.地盤」，「3.自然現象

等」，「4.閉じ込めの機能」，「5.火

災等による損傷の防止」，「6.再処理

施設内における溢水による損傷の防

止」，「7.再処理施設内における化学

薬品の漏えいによる損傷の防止」，

「9.設備に対する要求」に基づくもの

とする。 

 

再処理施設には，安全機能を有する

施設の健全性を確保するために必要な

パラメータを制御，監視及び記録する

ために，計測制御系統施設を設ける設

計とする。①-1 

 

計測制御系統施設は，計測制御設

備，安全保護回路，制御室及び制御室

換気設備で構成する。①-4 

 

 

計測制御系統施設は，再処理施設の

運転時，停止時及び運転時の異常な過

渡変化時において，安全機能を有する

施設の健全性を確保するために必要な

パラメータを想定される範囲内に制御

できるとともに，想定される範囲内で

監視できる設計とする。①-1-1, 

⑨-1,⑪,⑬ 

 

 

設計基準事故が発生した場合の状況

把握及び対策を講ずるために必要なパ

ラメータは，設計基準事故時に想定さ

れる環境下において十分な測定範囲及

び期間にわたり監視できる設計とす

る。①-2 

 

 

また，設計基準事故時においても確

実に記録され，及び当該記録が保存さ

れる設計とする。①-3 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(ｊ) 計測制御系統施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設には，安全機能を有する施

設の健全性を確保するために必要なパラ

メータを制御，監視及び記録するため

に，計測制御系統施設を設ける設計とす

る。①-1 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設は，再処理施設の運

転時，停止時及び運転時の異常な過渡変

化時において，安全機能を有する施設の

健全性を確保するために必要なパラメー

タを想定される範囲内に制御できるとと

もに，想定される範囲内で監視できる設

計とする。①-1-1,⑨-1,⑪ 

 

 

 

設計基準事故が発生した場合の状況を

把握し，及び対策を講ずるために必要な

パラメータは，設計基準事故時に想定さ

れる環境下において十分な測定範囲及び

期間にわたり監視できる設計とする。 

①-2 

 

 

設計基準事故時に状況を把握し，対策

を講ずるために必要なパラメータは，設

計基準事故時においても確実に記録さ

れ，及び当該記録が保存される設計とす

る。①-3 

 

 

 

1.9 再処理施設に関する「再処理施設

の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則」への適合性 

1.9.1 概  要 

1.9.18 計測制御系統施設 

（計測制御系統施設） 

第十八条 再処理施設には、次に掲げる

ところにより、計測制御系統施設を設け

なければならない。 

一 安全機能を有する施設の健全性を確

保するために監視することが必要なパラ

メータは、運転時、停止時及び運転時の

異常な過渡変化時においても想定される

範囲内に制御できるものとすること。 

二 前号のパラメータは、運転時、停止

時及び運転時の異常な過渡変化時におい

ても想定される範囲内で監視できるもの

とすること。 

三 設計基準事故が発生した場合の状況

を把握し、及び対策を講じるために必要

なパラメータは、設計基準事故時に想定

される環境下において、十分な測定範囲

及び期間にわたり監視できるものとする

こと。 

四 前号のパラメータは、設計基準事故

時においても確実に記録され、及び当該

記録が保存されるものとすること。 

 

 適合のための設計方針 

第一号について 

核計装設備及び主要な工程計装設備に

おける安全機能を有する施設の健全性を

確保するため，核計装設備の臨界安全管

理の観点による，ガンマ線，中性子等の

放射線の測定，並びに主要な工程計装設

備による再処理施設の各施設の温度，圧

力，流量，液位，密度，濃度等を想定さ

れる範囲内に制御できる設計とする。

◇7  

 

第二号について 

 第一号のパラメータは，必要な対策を

講じ得るように，核計装設備，主要な工

程計装設備等により，想定される範囲内

で監視できる設計とする。◇7  

 

 

第三号について 

 設計基準事故時においても，核計装設

備の臨界安全管理の観点による，ガンマ

線，中性子等の放射線の測定，並びに主

第２章 個別項目 

計測制御系統施設 

2. 計測装置等 

2.1 計測装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 通常運転時，運転時の異常な過

渡変化時及び重大事故等時における計測 

計測制御系統施設は，炉心，原子炉冷

却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器

バウンダリ並びにこれらに関する系統の

健全性を確保するために監視することが

必要なパラメータを，通常運転時及び運

転時の異常な過渡変化時においても想定

される範囲内で監視できる設計とする。 

 

 

設計基準事故が発生した場合の状況把

握及び対策を講じるために必要なパラメ

ータは，設計基準事故時に想定される環

境下において十分な測定範囲及び期間に

わたり監視できるとともに，発電用原子

炉の停止及び炉心の冷却に係るものにつ

いては，設計基準事故時においても 2種

類以上監視又は推定できる設計とする。 

 

炉心における中性子束密度を計測する

ため，原子炉内に設置した検出器で起動

領域，出力領域の 2つの領域に分けて中

性子束を計測できる設計とする。 

炉周期は起動領域計装の計測結果を用

いて演算できる設計とする。 

 

2.3 計測結果の表示，記録及び保存 

発電用原子炉の停止及び炉心の冷却並

びに放射性物質の閉じ込めの機能の状況

を監視するために必要なパラメータは，

設計基準事故時においても確実に記録

し，保存できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-4（P2から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の設置許可基準規則 第

二十三条第１項第四号の「発電

用原子炉の停止及び炉心の冷却

に係るものについては、設計基

準事故時においても2種類以上監

視し、又は推定できるものとす

ること。」という記載に対する

展開であり，再処理施設の事業

指定基準規則 第十八条には設

計基準事故時においても2種類以

上監視し，又は推定できるもの

とすることの記載がなく要求が

異なるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では中性子束密度

を2つの領域に分けて計測

すること，炉周期につい

て説明しており，設備構

成に差異があるため。 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

  ：発電炉との差異の理由    ：許可からの変更点等 

【凡例】 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則第 二十条第 1

項の「計測し、制御する設備

が設けられていなければなら

ない」という記載に対する展

開として，事業変更許可の記

載を踏襲し，計測制御系統施

設の設置及び構成について記

載した。 

【許可からの変更点】 

設工認の設計方針として記載を

適正化した。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（2 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 ウランの精製施設に供給

される溶液中のプルトニウム

の濃度 ② 

 

 

 

 

二 液体状の中性子吸収材を

使用する場合にあっては、そ

の濃度 ③ 

 

 

三 使用済燃料溶解槽内の温

度 ④ 

 

 

四 蒸発缶内の温度及び圧力

⑤ 

 

 

 

 

五 廃液槽の冷却水の流量及

び温度 ⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 計測制御設備 

 

 

計測制御設備は，計測制御系として

核計装設備及び工程計装設備で構成す

る。①-5 

 

 

 

核計装設備として，精製施設に供給

される溶液中のプルトニウムの濃度を

測定するためのプルトニウム洗浄器の

アルファ線の計数率を測定する装置を

設置する設計とする。②,⑨-2 

 

工程計装設備として，液体状の中性

子吸収材の濃度を測定するための溶解

槽供給硝酸の可溶性中性子吸収材濃度

を測定する装置を設置する設計とす

る。③ 

 

使用済燃料溶解槽内の温度を測定す

るための溶解槽溶解液温度を測定する

装置を設置する設計とする。④ 

 

蒸発缶内の温度及び圧力を測定する

ための第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸気

温度及び第１酸回収系の蒸発缶加熱蒸

気圧力を測定する装置を設置する設計

とする。⑤-1,2 

 

廃液槽の冷却水の流量及び温度を測

定するための凝縮器の出口冷却水流

量，高レベル廃液混合槽及び供給液槽

廃液温度を測定する装置を設置する設

計とする。⑥-1,2 

 

機器内の溶液の液位を測定するため

のプルトニウム濃縮缶液位を測定する

装置を設置する設計とする。⑧ 

 

これらの計測装置は計測結果を中央

制御室に表示できる設計とする。ま

た，記録は制御室の監視制御盤から帳

票として出力し保存できる設計とす

る。②,③,④,⑤,⑥,⑧ 

 

 

 

 

 

ヘ．計測制御系統施設の設備 

 

(１) 核計装設備の種類  

安全機能を有する施設の健全性を確

保するため，臨界安全管理の観点か

ら，ガンマ線，中性子等の放射線を測

定し，運転監視・制御を行うととも

に，安全を確保するための警報等を発

する核計装設備を設置する。核計装設

備で測定するパラメータは，再処理施

設の運転時，停止時及び運転時の異常

な過渡変化時においても想定される範

囲内に制御できるとともに，想定され

る範囲内で監視できる設計とする。ま

た，設計基準事故時に想定される環境

下において十分な測定範囲及び期間に

わたり監視できる設計とする。核計装

設備を以下に示す。□1  

使用済燃料の受入れ施設の燃料仮置

きピットに，使用済燃料集合体の燃焼

度及び平均濃縮度を測定する燃焼度計

測装置を設置する。□1  

分離施設の分配設備のプルトニウム

洗浄器の中性子の計数率を測定し，警

報を発する中性子検出器を設置する。

また，分配設備のプルトニウム洗浄器

のアルファ線の計数率を測定し，警報

を発するアルファ線検出器を設置す

る。□1  

精製施設のプルトニウム精製設備の

プルトニウム洗浄器のアルファ線の計

数率を測定し，警報を発するアルファ

線検出器を設置する。②,⑨-2 

 

(３) 主要な工程計装設備の種類  

(ⅰ) 設計基準対象の施設 

安全機能を有する施設の健全性を確

保するため，再処理施設の各施設の温

度・圧力・流量・液位・密度・濃度等

を測定し，運転監視・制御を行うとと

もに，安全を確保するための警報等を

発する工程計装設備を設置する。工程

計装設備で測定するパラメータは，再

処理施設の運転時，停止時及び運転時

の異常な過渡変化時においても想定さ

れる範囲内に制御できるとともに，想

定される範囲内で監視できる設計とす

る。また，設計基準事故時に想定され

る環境下において十分な測定範囲及び

期間にわたり監視できる設計とする。

主要な工程計装設備を以下に示す。□2  

要な工程計装設備による再処理施設の各

施設の温度，圧力，流量，液位，密度，

濃度等は，設計基準事故時に想定される

環境下において，十分な測定範囲及び期

間にわたり監視できる設計とする。◇7  

 

第四号について 

 設計基準事故時においても，核計装設

備の状態を監視するために必要なガンマ

線，中性子等の放射線の測定，並びに主

要な工程計装設備による再処理施設の各

施設の状態を監視するために必要な温

度，圧力，流量，液位，密度，濃度等の

パラメータは，事象の経過後において参

照できるよう，確実に記録され，及び当

該記録が保存される設計とする。◇7  

 

6. 計測制御系統施設 

6.1 設計基準対象の施設 

6.1.1 概要  

 計測制御系統施設は，計測制御設備，

安全保護回路，制御室及び制御室換気設

備で構成する。①-4 

 計測制御設備は，再処理施設の運転

時，停止時及び事故時の監視及び制御の

ための設備である。◇1  

 安全保護回路は，運転時の異常な過渡

変化及び設計基準事故が発生した場合

に，その異常状態を検知し，運転時の異

常な過渡変化及び設計基準事故の拡大防

止又は抑制のための設備の作動を速やか

に，かつ，自動で開始する設備である。 

◇4  

 制御室は，再処理施設の運転の状態を

集中的に監視及び制御するため，中央制

御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室を設置する。◇5  

 制御室換気設備は，適切な換気及び空

調を行うための設備である。◇5  

 

6.1.2 計測制御設備 

6.1.2.1 概要  

 計測制御設備は，再処理施設の使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設，せん断

処理施設，溶解施設，分離施設，精製施

設，脱硝施設，酸及び溶媒の回収施設，

製品貯蔵施設，放射性廃棄物の廃棄施設

及びその他再処理設備の附属施設の計測

制御系で構成する。◇3  

また，各々の計測制御系は，核計装設備

及び工程計装設備で構成する。①-5 

設計基準対象施設として，炉心におけ

る中性子束密度を計測するための計測装

置，原子炉圧力容器の入口及び出口にお

ける流量を計測するための主蒸気流量及

び給水流量を計測する装置，原子炉圧力

容器内の水位を計測するための原子炉水

位及び原子炉水位（広帯域）を計測する

装置，原子炉格納容器内の圧力，温度及

び可燃性ガスの濃度を計測するためのド

ライウェル圧力，サプレッション・チェ

ンバ圧力，ドライウェル雰囲気温度，サ

プレッション・チェンバ雰囲気温度，格

納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃

度を計測する装置を設け，これらの計測

装置は計測結果を中央制御室に表示でき

る設計とする。また，計測結果を記録

し，及び保存できる設計とする。 

 

制御棒の位置を計測する装置並びに原

子炉圧力容器の入口及び出口における圧

力及び温度を計測するための給水圧力，

給水温度，主蒸気圧力及び主蒸気温度を

計測する装置を設け，これらの計測装置

は計測結果を中央制御室に表示できる設

計とする。また，記録はプロセス計算機

から帳票として出力し保存できる設計と

する。 

 

原子炉冷却材の不純物の濃度は，試料

採取設備により断続的に試料を採取し分

析を行い，測定結果を記録し，及び保存

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③（P3から） 

 

 

①-4（P1へ） 

④（P3から） 

 

 

 

 

 

⑤-1,2（P3から） 

 

 

 

 

 

⑥-1,2（P4から） 

 

 

 

 

⑧（P4から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設において必要なパラ

メータが異なっており，設備構成に差異

があるため。 

【許可からの変更点】 

技術基準規則 第二十条第 1

項第一号～五号及び再処理施

設の事業指定基準規則の解釈

第 18 条第 1項第六号の要求事

項に対して基本設計方針を記

載しており，これらのパラメ

ータにおいて「記録，保存」

ができることにおいても基本

設計方針として明確化した。 

また，設工認の設計方針とし

て語尾の記載を適正化した。 

 

【許可からの変更点】 

冒頭宣言として「核計装設備及

び工程計装設備」の構成につい

て記載した。また，「各々」の

計測制御系については仕様表に

て展開することから，基本設計

方針には記載しない。 

【許可からの変更点】 

冒頭宣言として記載し

た構成について，区分

を示すために「核計装

設備」または「工程計

装設備」を記載した。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
２ 再処理施設には、その設

備の機能の喪失、誤操作そ

の他の要因により再処理施

設の安全性を著しく損なう

おそれが生じたとき、次条

第二号の放射性物質の濃度

若しくは同条第四号の外部

放射線に係る原子力規制委

員会の定める線量当量が著

しく上昇したとき又は液体

状の放射性廃棄物の廃棄施

設から液体状の放射性物質

が著しく漏えいするおそれ

が生じたときに、これらを

確実に検知して速やかに警

報する設備が設けられてい

なければならない。⑦,⑩,

⑬ 

 

（技術基準規則第二十条第

２項のうち、「次条第二号

の放射性物質の濃度若しく

は同条第四号の外部放射線

に係る原子力規制委員会の

定める線量当量が著しく上

昇したとき」は、放射線管

理施設に対する要求事項で

あることから、技術基準規

則第二十一条（放射線管理

施設）で記載する。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設には，再処理施設の設備

の機能の喪失，誤操作その他の要因に

より再処理施設の安全性を著しく損な

うおそれが生じたとき又は液体状の放

射性廃棄物の廃棄施設から液体状の放

射性物質が著しく漏えいするおそれが

生じたときに，これらを確実に検知し

て速やかに警報（漏えい液受皿の集液

溝の液位高）を発する装置を設置する

設計とする。 

⑦-1,2,3,4,5,6,7,8,9,⑩,⑬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料の貯蔵施設の燃料貯蔵プ

ールの水位を測定し，警報を発する水

位計を設置する。□2  

せん断処理施設のせん断機のせん断

刃位置を測定し，警報を発する検出器

を設置する。□2  

溶解施設の溶解槽への供給硝酸の流

量を測定し警報を発する流量測定装置

を設置する。また，溶解槽の溶解液温

度及び溶解液密度を測定し警報を発す

る温度測定装置及び密度測定装置を設

置する。また，清澄機の振動を測定

し，警報を発する振動測定装置を設置

する。④ 

分離施設の抽出塔に供給する溶解液

供給流量を測定し，警報を発する流量

測定装置を設置する。□2  

精製施設のウラン濃縮缶の加熱蒸気

の温度を測定し，警報を発する温度測

定装置を設置する。□2  

脱硝施設のウラン・プルトニウム混

合脱硝設備還元炉の還元ガス水素濃度

を測定し，警報を発する水素濃度測定

装置を設置する。□2  

酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備

の第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸気の温

度を測定し，警報を発する温度測定装

置を設置する。⑤-1 

酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備

の第１酸回収系の蒸発缶加熱蒸気の圧

力を測定し，警報を発する圧力測定装

置を設置する。⑤-2 

製品貯蔵施設のウラン・プルトニウ

ム混合酸化物貯蔵設備の貯蔵容器台車

等の運転制御装置を設置する。□2  

液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃

液処理設備高レベル濃縮廃液貯槽の廃

液の温度を測定し，警報を発する温度

測定装置を設置する。□2  

固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃

液ガラス固化設備の固化セル移送台車

上の流下ガラスの重量を測定し，警報

を発する重量計を設置する。□2  

その他再処理設備の附属施設の安全

圧縮空気系の空気貯槽圧力を測定し，

警報を発する圧力測定装置を設置す

る。□2  

溶解施設の溶解槽への供給硝酸の可

溶性中性子吸収材濃度を測定し，警報

を発する濃度測定装置を設置する。③ 

 

核計装設備は，臨界安全の観点から安

全上重要な施設であって，ガンマ 線，

アルファ線，中性子の計数率等を測定

し，警報等を発する設備である。◇3  

 

核計装設備においては，検出器に封入

して又は検出器の校正用に少量の核燃料

物質を使用する。また，核計装設備は，

検出器の校正に放射性同位元素及び使用

済燃料集合体を使用する。◇3  

 

工程計装設備は，各施設の温度，圧

力，流量，液位，密度等を測定し，通常

監視及び制御を行う設備である。そのう

ち，各施設の核，熱及び化学的制限値を

維持するために必要な計測制御系統及び

各施設の安全機能を維持するために必要

な計測制御系統は，異常状態を検知し，

警報，工程停止信号等を発する安全上重

要な施設である。◇3  

 

 

6.1.2.2 設計方針 

(１) 計測制御設備は，運転時，停止時

及び運転時の異常な過渡変化時にお

いて施設の運転状態を想定される範

囲内で監視及び制御できる設計とす

る。◇1  

(２) 計測制御設備は，可能な限り不燃

性又は難燃性材料を使用する設計と

する。◇8  

(３) 計測制御設備のうち安全上重要な

施設の安全機能を維持するために必

要な計測制御系は，動的機器の単一

故障を仮定しても安全が確保できる

よう多重性又は多様性を有するとと

もに，電気的・物理的な独立性を有

する設計とする。◇9  

(４) 計測制御設備は，安全保護回路と

の部分的共用によって安全保護回路

が有する安全機能を損なうことのな

い設計とする。◇4  

(５) 計測制御設備のうち安全機能を有

する施設の計測制御系は，その健全

性及び能力を確認するため，安全機

能の重要度及び設備の特性に応じ，

運転中又は停止中に試験又は検査が

できる設計とする。◇10  
(６) 計測制御設備のうち安全上重要な

施設の計測制御系は，外部電源系統

の機能喪失時及び一般圧縮空気系の

2.2 警報装置等 

設計基準対象施設は，発電用原子炉施

設の機械又は器具の機能の喪失，誤操作

その他の異常により発電用原子炉の運転

に著しい支障を及ぼすおそれが発生した

場合（中性子束，温度，圧力，流量等の

プロセス変数が異常値になった場合，発

電用原子炉施設の安全性に関連する設備

が動作した場合等）に，これらを確実に

検出して自動的に警報（原子炉水位低又

は高，原子炉圧力高，中性子束高等）を

発信する装置を設けるとともに，表示ラ

ンプの点灯及びブザー鳴動等により運転

員に通報できる設計とする。 

 

発電用原子炉並びに原子炉冷却系統に

係る主要な機械又は器具の動作状態を正

確，かつ迅速に把握できるようポンプの

運転停止状態及び弁の開閉状態等を表示

灯により監視できる設計とする。 

 

 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2. 警報装置等 

流体状の放射性廃棄物を処理し，又は

貯蔵する設備から流体状の放射性廃棄物

が著しく漏えいするおそれが発生した場

合（床への漏えい又はそのおそれ（数滴

程度の微少漏えいを除く。））を早期に

検出するよう，タンクの水位，漏えい検

知等によりこれらを確実に検出して自動

的に警報（機器ドレン，床ドレンの容器

又はサンプの水位）を発信する装置を設

けるとともに，表示ランプの点灯及びブ

ザー鳴動等により運転員に通報できる設

計とする。 

また，タンク水位の検出器，インター

ロック等の適切な計測制御設備を設ける

ことにより，漏えいの発生を防止できる

設計とする。 

 

放射性廃棄物を処理し，又は貯蔵する

設備に係る主要な機械又は器具の動作状

態を正確，かつ迅速に把握できるようポ

ンプの運転停止状態及び弁の開閉状態等

を表示灯により監視できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-1～9

（P10,11,13,16,18,2

1,22から） 

⑩（P16から） 

④（P2へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-1（P2へ） 

 

 

⑤-2（P2へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③（P2へ） 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

・発電炉，再処理施設ともに設計基準

対象施設の設備の機能喪失，誤操作お

よびその他の要因によって安全性を著

しく損なうおそれが生じたときに警報

することの設計方針は同様であるが，

設備構成に差異があるため。 

・発電炉，再処理施設ともに液体状の

放射性物質が著しく漏えいするおそれ

が生じたときに警報することの設計方

針は同様であるが，設備構成に差異が

あるため。 

・発電炉の技術基準規則 第四十七条

の解釈の「警報する装置とは、表示ラ

ンプ点灯だけでなく同時にブザー鳴動

等を行うこと。」という記載に対する

展開であり，再処理施設の技術基準規

則 第二十条には警報する装置が表示

ランプの点灯及びブザー鳴動を行うこ

との記載が無く要求が異なるため。 

【許可からの変更点】 

技術基準規則 第二十条第 2項の要

求事項に対する基本設計方針を記載

しており，要求事項に対する設計を

明確にしている。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の技術基準規則 第四十七

条第 3 項「発電用原子炉施設に

は、発電用原子炉並びに一次冷却

系統及び放射性廃棄物を処理し、

又は貯蔵する設備に係る主要な機

械又は器具の動作状態を表示する

装置を施設しなければならな

い。」という記載に対する展開で

あり，再処理施設の技術基準規則 

第二十条には設備の動作状態を表

示する装置を施設することの記載

がなく要求が異なるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の技術基準規則 第四十七

条第 3 項「発電用原子炉施設に

は、発電用原子炉並びに一次冷却

系統及び放射性廃棄物を処理し、

又は貯蔵する設備に係る主要な機

械又は器具の動作状態を表示する

装置を施設しなければならな

い。」という記載に対する展開で

あり，再処理施設の技術基準規則 

第二十条には設備の動作状態を表

示する装置を施設することの記載

がなく要求が異なるため。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃

液混合槽及び供給液槽廃液温度を測定

し，警報を発する温度測定装置を設置

する。⑥-1 

精製施設の凝縮器の出口冷却水流量

を測定し，警報を発する流量測定装置

を設置する。⑥-2 

精製施設のプルトニウム濃縮缶の缶

内液位を測定し，警報を発する液位測

定装置を設置する。⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能喪失時にも，安全機能が確保で

きる設計とする。◇9  

(７) 計測制御設備のうち安全機能を有

する施設の計測制御系は，それらの

安全機能を健全に維持するための適

切な保守及び修理ができる設計とす

る。◇10  
(８) 計測制御設備のうち安全機能を有

する施設の計測制御系は，設計基準

事故が発生した場合の状況を把握

し，対策を講ずるために必要なパラ

メータを，設計基準事故時に想定さ

れる環境下において，十分な測定範

囲及び期間にわたり監視（記録を含

む。）できる設計とする。当該記録

は適切な保存を行う。◇7  

(９) 計測制御設備は，再処理施設の健

全性を確保するために必要なパラメ

ータを監視するための設備及び再処

理施設の安全性を確保するために必

要な操作を行うことができる設備を

分離施設，精製施設その他必要な施

設に設ける設計とする。◇7  

 

(10) 計測制御設備のうち使用済燃料の

受入れ及び貯蔵の安全確保及び運転

操作上必要な計測制御系は，再処理

設備本体の運転開始に先立ち使用で

きる設計とする。◇6  

(11) 安全上重要な施設と同等の信頼性

を維持する施設とした計測制御設備

（核計装設備，工程計装設備）は，

安全上重要な施設への波及的影響防

止をし，多重化による高い信頼性を

確保して既に設置され運用している

経緯を踏まえ，安全上重要な施設の

計測制御設備と同等の信頼性を維持

する設計とする。◇9  

 

 

6.1.2.3 主要設備の仕様 

 計測制御設備の仕様を第 6.1.2－１

表，第 6.1.2－２表及び第 6.1.2－３表

に示す。◇2  

また，主要な計測制御系の系統概要図

を第 6.1.2－１図～第 6.1.2－23 図に示

す。◇2  

なお，計測制御設備のうち使用済燃料

の受入れ及び貯蔵に係る使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設，放射性廃棄物の

廃棄施設及びその他再処理設備の附属施

放射線管理施設 

1. 放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 

設計基準対象施設は，発電用原子炉施

設の機械又は器具の機能の喪失，誤操作

その他の異常により発電用原子炉の運転

に著しい支障を及ぼすおそれが発生した

場合（原子炉建屋原子炉棟内の放射能レ

ベルが設定値を超えた場合，主蒸気管又

は空気抽出器排ガス中の放射能レベルが

設定値を超えた場合等）に，これらを確

実に検出して自動的に警報（原子炉建屋

放射能高，主蒸気管放射能高等）を発信

する装置を設ける。 

 

排気筒の出口又はこれに近接する箇所

における排気中の放射性物質の濃度，管

理区域内において人が常時立ち入る場所

その他放射線管理を特に必要とする場所

（燃料取扱場所その他の放射線業務従事

者に対する放射線障害の防止のための措

置を必要とする場所をいう。）の線量当

量率及び周辺監視区域に隣接する地域に

おける空間線量率が著しく上昇した場合

に，これらを確実に検出して自動的に中

央制御室に警報（排気筒放射能高，エリ

ア放射線モニタ放射能高及び周辺監視区

域放射能高）を発信する装置を設ける。 

 

上記の警報を発信する装置は，表示ラ

ンプの点灯及びブザー鳴動等により運転

員に通報できる設計とする。 

 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

使用済燃料プールの水温の著しい上昇

又は使用済燃料プールの水位の著しい低

下の場合に，これらを確実に検出して自

動的に中央制御室に警報（使用済燃料プ

ール水温高又は使用済燃料プール水位

低）を発信する装置を設けるとともに，

表示ランプの点灯及びブザー鳴動等によ

り運転員に通報できる設計とする。 

 

 

 

⑥-1（P2へ） 

 

 

⑥-2（P2へ） 

 

 

⑧（P2へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

放射線管理施設に対する要

求事項は当社では再処理施

設の技術基準規則第二十一

条の基本設計方針に記載す

るため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の技術基準規則 第四十七

条第 2 項「発電用原子炉施設に

は、使用済燃料貯蔵槽の水温の著

しい上昇又は使用済燃料貯蔵槽の

水位の著しい低下を確実に検知

し、自動的に警報する装置を施設

しなければならない。ただし、発

電用原子炉施設が、使用済燃料貯

蔵槽の水温の著しい上昇又は使用

済燃料貯蔵槽の水位の著しい低下

に自動的に対処する機能を有して

いる場合は、この限りでない。」

という記載に対する展開であり，

再処理施設の技術基準規則 第二

十条には使用済燃料貯蔵槽の水温

の著しい上昇又は水位の著しい低

下を確実に検知し，自動的に警報

する装置を施設することの記載が

なく要求が異なるため。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
設の計測制御系は，再処理設備本体の運

転開始に先立ち使用できる。◇6  

 

6.1.2.4 主要設備 

 計測制御設備は，再処理施設の使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設，せん断

処理施設，溶解施設，分離施設，精製施

設，脱硝施設，酸及び溶媒の回収施設，

放射性廃棄物の廃棄施設及びその他再処

理設備の附属施設の計測制御系で構成す

る。また，各々の計測制御系は，ガンマ

線，アルファ線及び中性子の計数率を測

定し，監視及び制御を行う核計装設備並

びに温度，圧力，流量，液位，密度，濃

度，位置等のプロセス量を測定し，監視

及び制御を行う工程計装設備で構成す

る。◇3  

なお，核計装設備においては，計測の

ために少量の核燃料物質を封入した検出

器を使用する。また，核計装設備は，検

出器の校正に放射性同位元素及び使用済

燃料集合体を使用する。◇3  

 

計測制御設備は，可能な限り難燃性ケ

ーブルを使用し，ケーブルトレイ及び電

線管は，金属材料を主体に使用する。ま

た，その他の構成品も可能な限り不燃性

又は難燃性材料を使用する。◇8  

ただし，燃焼度計測装置の一部に使用

する放射線測定器用のケーブルについ

て，専用電線管に収納し，電線管外部か

らの酸素の供給防止のため，両端は耐火

性を有するシール材で処置するととも

に，機器との接続部においては可動性を

持たせる必要があることから，不燃性，

遮炎性，耐久性及び被覆性の確認された

防火シートで覆う設計とすることで，十

分な保安水準を確保する設計とする。

◇8  

 

計測制御設備のうち安全上重要な施設

の安全機能を維持するために必要な計測

制御系は，各々，多重化又は多様化した

回路で構成し，その多重化又は多様化し

た回路は，相互干渉が起こらないよう

に，電源及びケーブルトレイを２系統に

分離し，電気的・物理的な独立性を持た

せる。◇9  

計測制御設備は，安全保護回路と検出

器，変換器等を共用する場合には，計測

制御設備の故障により安全保護回路が有
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
する安全機能に影響を与えないように，

アイソレータ及び継電器を用いて計測制

御設備と分離する。◇4  

計測制御設備のうち安全機能を有する

施設の計測制御系は，その健全性及び能

力を確認するため，安全機能の重要度及

び設備の特性に応じ，必要に応じて試験

回路を設け，運転中又は停止中に試験又

は検査を行う。◇10  
計測制御設備のうち安全機能を有する

施設の計測制御系は，それらの安全機能

を健全に維持するための適切な保守及び

修理ができる設計とする。◇10  
計測制御設備のうち安全機能を有する

施設の計測制御系は，設計基準事故が発

生した場合の状況を把握し，対策を講ず

るために必要なパラメータを，設計基準

事故時に想定される環境下において，十

分な測定範囲及び期間にわたり監視（記

録を含む。）できる設計とする。◇7  

計測制御設備のうち安全上重要な施設

の安全機能を維持するために必要な計測

制御系は，外部電源系統の機能喪失時に

も，その安全機能が確保できるようその

他再処理設備の附属施設の非常用所内電

源系統に接続する。◇9  

また，安全上重要な施設の安全機能を

維持するために必要な計測制御系に，圧

縮空気を供給する必要がある場合は，外

部電源系統の機能喪失時にも，その安全

機能が確保できるようその他再処理設備

の附属施設の非常用所内電源系統に接続

した安全圧縮空気系から圧縮空気を供給

する。◇9  

計測制御設備のうち必要な耐震性を持

たせることが困難な分離施設のプルトニ

ウム洗浄器のアルファ線検出器及び精製

施設のプルトニウム洗浄器のアルファ線

検出器は，故障警報を設けるとともに警

報を検知し運転員が工程を停止する回路

を設ける設計とする。◇3  

なお，計測制御設備のうち使用済燃料

の受入れ及び貯蔵に係る使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設，放射性廃棄物の

廃棄施設及びその他再処理設備の附属施

設の計測制御系は，再処理設備本体の運

転開始に先立ち使用できる。◇6  

(１) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の計測制御系 

   使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の計測制御系は，使用済燃料
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
受入れ設備の計測制御系及び使用済

燃料貯蔵設備の計測制御系で構成す

る。◇3  

ａ．使用済燃料受入れ設備の計測制御系 

(ａ) 核計装 

   使用済燃料受入れ設備の計測制御

系の核計装設備である燃焼度計測装

置は，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設並びに溶解施設の臨界安全

管理のために，平均濃縮度の測定を

行う。また，燃焼度計測装置の校正

及び検査の際には，標準線源及び燃

料貯蔵プールに貯蔵した使用済燃料

集合体を用いる。◇3  

   燃焼度計測装置は，電離箱，ゲル

マニウム半導体検出器及び核分裂計

数管で構成され，２系列の燃料仮置

きピットにそれぞれ設置し，使用済

燃料集合体１体ごとに燃焼度及び平

均濃縮度を測定する。電離箱は，使

用済燃料集合体の軸方向に多数個配

置し，グロスガンマ線強度の分布を

測定する。また，ゲルマニウム半導

体検出器及び核分裂計数管は，使用

済燃料集合体の中央部に複数設置

し，特定のエネルギのガンマ線の強

度及び主に自発核分裂核種から放出

される中性子を測定する。燃焼度計

測装置は，これら多様化した測定方

法により得られる測定結果から燃焼

度及び平均濃縮度を求める。燃焼度

計測装置の校正及び検査は，標準線

源及び使用済燃料集合体を用いて適

切な校正を行うことにより信頼性を

確保する。◇3  

(ｂ) 工程計装 

燃料取出しピット及び燃料仮置き

ピットには，漏えい検知装置を設置

し，漏えい時には使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室に警報

を発する。◇3  

ｂ．使用済燃料貯蔵設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

   使用済燃料貯蔵設備の計測制御系

は，燃料貯蔵プールの水位及び水温

を測定し，水位低又は温度高で使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室に警報を発する。◇3  

燃料貯蔵プール及び燃料送出しピ

ットには，漏えい検知装置を設置

し，漏えい時には使用済燃料の受入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1409



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（8 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
れ施設及び貯蔵施設の制御室に警報

を発する。◇3  

(２) せん断処理施設の計測制御系 

せん断処理施設の計測制御系は，

燃料供給設備の計測制御系及びせん

断処理設備の計測制御系で構成す

る。◇3  

ａ．燃料供給設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．光学的読み取り装置により，使用済

燃料集合体番号を読み取り，異常のあ

る場合は中央制御室に警報を発する。

◇3  

ⅱ．燃料横転クレーンによる使用済燃料

集合体のつり上げ，横転及びせん断機

への供給を制御する。◇3  

ｂ．せん断処理設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．溶解施設の溶解槽のバケット１個当

たりの燃料装荷量が所定量を超えない

よう，せん断機においてせん断する使

用済燃料集合体の送り出し長さ及びせ

ん断刃位置を測定し，せん断機のせん

断速度及びせん断長さを制御する。

◇3  

 

また，エンドピース酸洗浄槽に有意

量の核燃料物質が入らないよう，せん

断機においてせん断する使用済燃料集

合体の送り出し長さ及びせん断刃位置

を測定し，エンドピースせん断位置を

制御する。◇3  

せん断機は，溶解槽のホイールの停

止位置確認信号及びホイールのロック

位置確認信号によりせん断を行う。

◇3  

 

ⅱ．せん断機においてせん断する使用済

燃料集合体のエンドピースせん断位置

異常，せん断刃位置異常，燃料せん断

長位置異常により，警報を発するとと

もにせん断停止信号を発する。◇3  

これらのせん断停止のための検出器

及びインターロック回路は，二重化す

る。◇3  

ⅲ．せん断機のせん断停止回路（せん断

停止系含む。）は安全保護回路であ

り，計測制御設備のせん断位置の異常

等による停止の他に，溶解槽の溶解液

温度，溶解液密度等の異常信号，エン

ドピース酸洗浄槽の洗浄液温度，洗浄
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
液密度等の異常信号を受け，せん断停

止信号を発するインターロックと共用

する。◇3 ,◇4  

(３) 溶解施設の計測制御系 

   溶解施設の計測制御系は，溶解設

備の計測制御系及び清澄・計量設備

の計測制御系で構成する。◇3  

ａ．溶解設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．溶解槽は，せん断終了信号を受け，

所定の溶解時間を経過した後，溶解槽

のホイールを回転させ，１バケット分

回転したことを確認してせん断開始信

号を発する。◇3  

ⅱ．溶解槽の溶解液温度，溶解液密度及

び槽内圧力を測定し，温度低，密度高

又は圧力高で中央制御室に警報を発す

る。溶解液温度低下がさらに大きい場

合又は溶解液密度上昇がさらに大きい

場合は，せん断停止信号を発する。こ

れらのうち溶解液温度及び溶解液密度

によるせん断停止のための検出器及び

インターロック回路は，二重化する。

◇3  

ⅲ．溶解槽に供給する硝酸の流量を制御

し，流量低で中央制御室に警報を発す

る。供給硝酸流量低下がさらに大きい

場合は，せん断停止信号を発する。せ

ん断停止のための検出器及びインター

ロック回路は，多様化する。◇3  

ⅳ．硝酸調整槽の硝酸密度を測定し，中

央制御室に指示する。◇3  

ⅴ．硝酸供給槽の硝酸密度を測定し，密

度低で中央制御室に警報を発し，硝酸

密度低下がさらに大きい場合は，せん

断停止信号を発する。せん断停止のた

めの検出器及びインターロック回路

は，二重化する。◇3  

ⅵ．可溶性中性子吸収材を使用する運転

時には，溶解槽に供給する硝酸中の可

溶性中性子吸収材濃度を硝酸供給槽に

て測定し，濃度低で中央制御室に警報

を発する。◇3  

ⅶ．可溶性中性子吸収材緊急供給槽の液

位を測定し，液位低で中央制御室に警

報を発し，液位低下がさらに大きい場

合は，せん断停止信号を発する。せん

断停止のための検出器及びインターロ

ック回路は，二重化する。◇3  

ⅷ．第１よう素追出し槽及び第２よう素

追出し槽の溶解液密度を測定し，密度
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
高で中央制御室に警報を発する。検出

器及び警報器は，二重化する。◇3  

ⅸ．エンドピース酸洗浄槽の洗浄液密度

を測定し，密度高で中央制御室に警報

を発し，洗浄液密度上昇がさらに大き

い場合は，せん断停止信号を発する。

せん断停止のための検出器及びインタ

ーロック回路は，二重化する。◇3  

ⅹ．エンドピース酸洗浄槽の洗浄液温度

を測定し，温度低で中央制御室に警報

を発し，洗浄液温度低下がさらに大き

い場合は，せん断停止信号を発する。

せん断停止のための検出器及びインタ

ーロック回路は，二重化する。◇3  

ⅺ．エンドピース酸洗浄槽への供給硝酸

密度を測定し，密度低で中央制御室に

警報を発し，供給硝酸密度低下がさら

に大きい場合は，せん断停止信号を発

する。せん断停止のための検出器及び

インターロック回路は，二重化する。

◇3  

ⅻ．エンドピース酸洗浄槽への供給硝酸

流量を制御し，流量低で中央制御室に

警報を発し，供給硝酸流量低下がさら

に大きい場合は，せん断停止信号を発

する。せん断停止のための検出器及び

インターロック回路は，二重化する。

◇3  

ⅹⅲ．主要機器を収納するセルの床に設

置した漏えい液受皿の集液溝の液位を

測定し，液位高で中央制御室に警報を

発する。 これらのうち溶解槽セル及

び放射性配管分岐第１セルの漏えい液

受皿の検出器及び警報器は，二重化す

る。⑦-1 

 

ｂ．清澄・計量設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．清澄機の振動及び軸受温度を測定

し，振動大及び温度高で中央制御室に

警報を発する。◇3  

 

ⅱ．主要機器を収納するセルの床に設置

した漏えい液受皿の集液溝の液位を測

定し，液位高で中央制御室に警報を発

する。 これらのうち中継槽セル，清

澄機セル，計量・調整槽セル，計量後

中間貯槽セル及び放射性配管分岐第４

セルの漏えい液受皿の検出器及び警報

器は，二重化する。⑦-2 

(４) 分離施設の計測制御系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-1（P3へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-2（P3へ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（11 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   分離施設の計測制御系は，分離設

備の計測制御系，分配設備の計測制

御系及び分離建屋一時貯留処理設備

の計測制御系で構成する。◇3  

ａ．分離設備の計測制御系 

(ａ) 核計装 

ⅰ．補助抽出器の中性子の計数率を測定

し，計数率高で中央制御室に警報を発

し，中性子の計数率上昇がさらに大き

い場合，工程停止信号を発する。工程

停止のための検出器及びインターロッ

ク回路は，二重化する。（安全上重要

な施設と同等の信頼性を維持する施

設）◇3  

 

(ｂ) 工程計装 

ⅰ．抽出塔に供給する溶解液流量を測定

し，流量高で中央制御室に警報を発

し，溶解液流量上昇がさらに大きい場

合，溶解液の送液停止信号を発する。

送液停止のための検出器及びインター

ロック回路は，二重化する。（安全上

重要な施設と同等の信頼性を維持する

施設）◇3  

ⅱ．抽出塔に供給する有機溶媒流量を測

定し，流量低で中央制御室に警報を発

し，有機溶媒流量低下がさらに大きい

場合，工程停止信号を発する。工程停

止のための検出器及びインターロック

回路は，二重化する。（安全上重要な

施設と同等の信頼性を維持する施設）

◇3  

ⅲ．第１洗浄塔から抽出塔への洗浄廃液

密度を測定し，密度高で中央制御室に

警報を発し，洗浄廃液密度上昇がさら

に大きい場合，工程停止信号を発す

る。工程停止のための検出器及びイン

ターロック回路は，二重化する。（安

全上重要な施設と同等の信頼性を維持

する施設）◇3  

ⅳ．主要機器を収納するセルの床に設置

した漏えい液受皿の集液溝の液位を測

定し，液位高で中央制御室に警報を発

する。 なお，溶解液中間貯槽セル，

溶解液供給槽セル，抽出塔セル，抽出

廃液受槽セル，抽出廃液供給槽セル及

び放射性配管分岐第２セルの漏えい液

受皿の検出器及び警報器は，二重化す

る。⑦-3 

ⅴ．第１洗浄塔及び第２洗浄塔へ供給す

る洗浄用硝酸濃度を制御及び指示し，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-3（P3へ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（12 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
濃度が低下した場合には，中央制御室

に警報を発する。◇3  

ⅵ．第１洗浄塔及び第２洗浄塔へ供給す

る洗浄用硝酸流量を指示し，流量が低

下した場合には，中央制御室に警報を

発する。◇3  

ｂ．分配設備の計測制御系 

(ａ) 核計装 

ⅰ．プルトニウム洗浄器の中性子の計数

率を測定し，計数率高で中央制御室に

警報を発する。なお，中性子の計数率

上昇がさらに大きい場合，工程停止信

号を発するインターロック回路は安全

保護回路とする。◇3 , ◇4  

ⅱ．プルトニウム洗浄器のアルファ線の

計数率を測定し，計数率高で中央制御

室に警報を発する。検出器及び警報器

は，二重化する。また，アルファ線検

出器は耐震性を持たせることが困難な

ため，故障警報を設けるとともに，警

報を検知し，運転員が工程を停止する

回路を設ける設計とする。◇3  

(ｂ) 工程計装 

ⅰ．プルトニウム分配塔に供給するウラ

ナス及びヒドラジンを含む硝酸溶液の

流量を制御する。流量が低下した場合

には，中央制御室に警報を発する。

◇3  

 

ⅱ．プルトニウム洗浄器に供給するヒド

ラジンを含む硝酸溶液の流量を制御

し，流量が低下した場合には，中央制

御室に警報を発する。◇3  

 

ⅲ．ウラン逆抽出器内の溶液温度を測定

し，溶液温度が異常に上昇した場合に

は，中央制御室に警報を発するととも

に逆抽出用硝酸の供給停止信号を発す

る。◇3  

ⅳ．ウラン濃縮缶の凝縮液を冷却する熱

交換器出口の凝縮液温度を制御し，凝

縮液温度が異常に上昇した場合には，

中央制御室に警報を発する。◇3  

ⅴ．ウラン濃縮缶の加熱蒸気の圧力を制

御することにより加熱蒸気の温度を調

整する。◇3  

ⅵ．ウラン濃縮缶の加熱蒸気の温度を測

定し，温度高で中央制御室に警報を発

する。なお，加熱蒸気温度上昇がさら

に大きい場合，ウラン濃縮缶への加熱

蒸気の遮断及びウラン濃縮缶加熱蒸気
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（13 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
発生器への一次蒸気の遮断信号を発す

るインターロック回路は，安全保護回

路とする。◇3 ,◇4  

ⅶ．ウラン濃縮缶の缶内圧力及び液位を

測定し，圧力高又は液位低で中央制御

室に警報を発するとともに，ウラン濃

縮缶加熱蒸気発生器への一次蒸気の遮

断信号を発する。 また，缶内密度を

測定し，密度高で中央制御室に警報を

発する。◇3  

ⅷ．主要機器を収納するセルの床に設置

した漏えい液受皿の集液溝の液位を測

定し，液位高で中央制御室に警報を発

する。 なお，プルトニウム洗浄器セ

ルの漏えい液受皿の検出器及び警報器

は，二重化する。⑦-4 

 

ｃ．分離建屋一時貯留処理設備の計測制

御系 

(ａ) 工程計装 

   主要機器を収納するセルの床に設

置した漏えい液受皿の集液溝の液位

を測定し，液位高で中央制御室に警

報を発する。 なお，分離建屋一時

貯留処理第１セル及び分離建屋一時

貯留処理第２セルの漏えい液受皿の

検出器及び警報器は，二重化する。

⑦-5 

 

(５) 精製施設の計測制御系 

   精製施設の計測制御系は，ウラン

精製設備の計測制御系，プルトニウ

ム精製設備の計測制御系及び精製建

屋一時貯留処理設備の計測制御系で

構成する。◇3  

ａ．ウラン精製設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．逆抽出器内の溶液温度を測定し，溶

液温度が異常に上昇した場合には，中

央制御室に警報を発するとともに逆抽

出用硝酸の供給停止信号を発する。

◇3  

 

ⅱ．ウラン濃縮缶の加熱蒸気の圧力を制

御することにより加熱蒸気の温度を調

整する。◇3  

ⅲ．ウラン濃縮缶の加熱蒸気の温度を測

定し，温度高で中央制御室に警報を発

し，加熱蒸気温度上昇がさらに大きい

場合は，ウラン濃縮缶への加熱蒸気の

遮断及びウラン濃縮缶加熱蒸気発生器

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-4（P3へ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（14 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
への一次蒸気の遮断信号を発する。

◇3  

 

ⅳ．ウラン濃縮缶の凝縮液を冷却する熱

交換器出口の凝縮液温度を制御し，凝

縮液温度が異常に上昇した場合には中

央制御室に警報を発する。◇3  

ⅴ．ウラン濃縮缶の缶内圧力及び液位を

測定し，圧力高又は液位低で中央制御

室に警報を発するとともに，ウラン濃

縮缶加熱蒸気発生器への一次蒸気の遮

断信号を発する。 また，缶内密度を

測定し，密度高で中央制御室に警報を

発する。◇3  

ⅵ．ウラナス製造器に供給する水素ガス

流量を制御し，ウラナス製造器の水素

ガス圧力を測定し，圧力高で中央制御

室に警報を発するとともに，水素ガス

の供給停止信号を発する。また，ウラ

ナス製造器に供給する硝酸ウラニル溶

液の流量を測定し，流量低で中央制御

室に警報を発するとともに，硝酸ウラ

ニル溶液の供給停止信号を発する。

◇3  

ⅶ．第１気液分離槽から洗浄塔へ移送す

る未反応の水素ガス圧力を制御し，流

量を測定し，圧力高又は流量高で中央

制御室に警報を発する。◇3  

ⅷ．洗浄塔に供給する空気流量を測定

し，流量低で中央制御室に警報を発す

るとともに，窒素ガスの供給信号を発

する。◇3  

ⅸ．第２気液分離槽へ供給する窒素ガス

流量を測定し，流量低で中央制御室に

警報を発する。◇3  

ⅹ．主要機器を収納するセルの床に設置

した漏えい液受皿の集液溝の液位を測

定し，液位高で中央制御室に警報を発

する。◇3  

ｂ．プルトニウム精製設備の計測制御系 

(ａ) 核計装 

ⅰ．プルトニウム洗浄器の有機溶媒のア

ルファ線の計数率を測定し，計数率高

で中央制御室に警報を発する。検出器

及び警報器は，二重化する。また，ア

ルファ線検出器は耐震性を持たせるこ

とが困難なため，故障警報を設けると

ともに，警報を検知し，運転員が工程

を停止する回路を設ける設計とする。

◇3  

(ｂ) 工程計装 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（15 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ⅰ．加熱用の温水の流量を調節すること

により逆抽出塔に供給する有機溶媒，

ＨＡＮ及びヒドラジンを含む硝酸溶液

並びに逆抽出液の温度を制御する。

◇3  

 

ⅱ．逆抽出塔内の溶液温度を測定し，温

度高で中央制御室に警報を発する。な

お，溶液温度上昇がさらに大きい場

合，供給する有機溶媒，ＨＡＮ及びヒ

ドラジンを含む硝酸溶液並びに逆抽出

液の加熱用の温水の遮断信号を発する

インターロック回路は安全保護回路と

する。◇3 ,◇4  

ⅲ．プルトニウム洗浄器に供給するヒド

ラジンを含む硝酸溶液の流量を制御

し，流量が低下した場合には，中央制

御室に警報を発する。◇3  

ⅳ．加熱用の温水の流量を調節すること

により，ウラン逆抽出器に供給する硝

酸溶液の温度を制御する。◇3  

ⅴ．ウラン逆抽出器内の温度を測定し，

温度高で中央制御室に警報を発すると

ともに，供給する硝酸溶液の加熱用の

温水の遮断信号を発する。◇3  

ⅵ．プルトニウム濃縮缶の缶内圧力及び

密度を測定及び制御し，圧力高又は密

度高で中央制御室に警報を発するとと

もに，プルトニウム濃縮缶加熱蒸気発

生器への一次蒸気の遮断信号を発す

る。 また，缶内液位を測定し，液位

低で中央制御室に警報を発するととも

に，プルトニウム濃縮缶加熱蒸気発生

器への一次蒸気の遮断信号を発する。

◇3  

ⅶ．プルトニウム濃縮缶の加熱蒸気の圧

力を制御することにより加熱蒸気の温

度を調整する。◇3  

ⅷ．プルトニウム濃縮缶の加熱蒸気の温

度を測定し，温度高で中央制御室に警

報を発する。なお，加熱蒸気温度上昇

がさらに大きい場合，プルトニウム濃

縮缶への加熱蒸気の遮断及びプルトニ

ウム濃縮缶蒸気発生器への一次蒸気の

遮断信号を発するインターロック回路

は，安全保護回路とする。◇3 ,◇4  

ⅸ．注水槽の液位を指示し，液位低で中

央制御室に警報を発する。検出器及び

警報器は，二重化する。（安全上重要

な施設と同等の信頼性を維持する施

設）◇3  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（16 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ⅹ．主要機器を収納するセルの床に設置

した漏えい液受皿の集液溝の液位を測

定し，液位高で中央制御室に警報を発

する。 これらのうちプルトニウム精

製塔セル，プルトニウム濃縮缶供給槽

セル，油水分離槽セル，プルトニウム

濃縮液受槽セル，プルトニウム濃縮液

一時貯槽セル，プルトニウム濃縮液計

量槽セル及び放射性配管分岐第１セル

の漏えい液受皿の検出器及び警報器

は，二重化する。⑦-6,⑩ 

ⅺ．凝縮器の出口冷却水流量を測定し，

流量低で中央制御室に警報を発する。

◇3  

ⅻ．凝縮器の出口廃ガス温度を測定し，

温度高で中央制御室に警報を発する。

◇3  

 

ｃ．精製建屋一時貯留処理設備の計測制

御系 

(ａ) 工程計装 

   主要機器を収納するセルの床に設

置した漏えい液受皿の集液溝の液位

を測定し，液位高で中央制御室に警

報を発する。◇3  

(６) 脱硝施設の計測制御系 

   脱硝施設の計測制御系は，ウラン

脱硝設備の計測制御系及びウラン・

プルトニウム混合脱硝設備の計測制

御系で構成する。◇3  

ａ．ウラン脱硝設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．脱硝塔外壁の温度を測定し，脱硝塔

の外部ヒータの出力を制御することに

より温度を調整する。◇3  

ⅱ．脱硝塔内の温度を測定し，温度が異

常に低下した場合，硝酸ウラニル濃縮

液の供給停止信号を発する。この供給

停止のための検出器及びインターロッ

ク回路は，二重化する。◇3  

ⅲ．脱硝塔内の圧力を測定し，圧力が異

常に上昇した場合，脱硝塔運転停止信

号を発する。◇3  

ⅳ．脱硝塔内の流動層レベルを測定し，

流動層レベルが異常に上昇した場合，

硝酸ウラニル濃縮液の供給停止信号を

発する。◇3  

ⅴ．ウラン酸化物貯蔵容器充てん定位置

を検出し，ＵＯ３粉末の充てん起動信

号を発する。この充てん起動のための

検出器及びインターロック回路は，二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-6（P3へ） 

⑩（P3へ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（17 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
重化する。◇3  

ⅵ．液体状の放射性物質を取り扱う主要

機器の床に設置した漏えい液受皿の集

液溝の液位を測定し，液位高で中央制

御室に警報を発する。◇3  

ｂ．ウラン・プルトニウム混合脱硝設備

の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．脱硝装置内のウラン・プルトニウム

混合脱硝粉体の白熱を温度計及び照度

計を用いて検出して脱硝の終了を確認

したのち，温度高により脱硝皿取扱装

置の起動の条件信号を発するととも

に，照度高によりシャッタの起動の条

件信号を発する。この脱硝皿取扱装置

及びシャッタの起動のための検出器及

びインターロック回路は，温度計と照

度計により多様化する。◇3  

ⅱ．脱硝皿内のウラン・プルトニウム混

合脱硝粉体の空気輸送終了を検出し，

秤量器による空脱硝皿の重量を確認し

た後，脱硝皿取扱装置の起動信号を発

する。この脱硝皿取扱装置の起動のた

めの検出器及びインターロック回路

は，多様化する。◇3  

ⅲ．焙焼炉の加熱ヒータ部の温度を測定

し，加熱ヒータを制御する。なお，温

度が異常に上昇した場合に，加熱停止

の信号を発するインターロック回路

は，安全保護回路とする。◇3 ,◇4  

ⅳ．還元炉の加熱ヒータ部の温度を測定

し，加熱ヒータを制御する。なお，温

度が異常に上昇した場合に，加熱停止

の信号を発するインターロック回路

は，安全保護回路とする。◇3 ,◇4  

ⅴ．還元炉に供給する還元用窒素・水素

混合ガス（以下では「還元ガス」とい

う｡）中の水素濃度を測定し，水素濃

度が異常に上昇した場合には，濃度高

で警報を発する。なお，この警報とと

もに還元ガスの供給停止の信号を発す

るインターロック回路は，安全保護回

路とする。◇3 ,◇4  

ⅵ．保管容器の充てん定位置を検知し，

ＭＯＸ粉末の充てん起動信号を発す

る。この充てん起動のための検出器及

びインターロック回路は，二重化す

る。◇3  

ⅶ．粉末缶の充てん定位置を検知し，Ｍ

ＯＸ粉末の充てん起動信号を発する。

この充てん起動のための検出器及びイ
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（18 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ンターロック回路は，二重化する。

◇3  

 

ⅷ．粉末缶の質量を秤量器により確認

し，粉末缶払出装置の起動信号を発す

る。この粉末缶払出装置起動のための

検出器及びインターロック回路は，二

重化する。◇3  

ⅸ．主要機器を収納するセルの床に設置

した漏えい液受皿の集液溝の液位を測

定し，液位高で中央制御室に警報を発

する。 これらのうち硝酸プルトニウ

ム貯槽セル，混合槽セル及び一時貯槽

セルの漏えい液受皿の検出器及び警報

器は，二重化する。⑦-7 

(７) 酸及び溶媒の回収施設の計測制御

系 

酸及び溶媒の回収施設の計測制御

系は，酸回収設備の計測制御系及び

溶媒回収設備の計測制御系で構成す

る。◇3  

ａ．酸回収設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．蒸発缶の加熱蒸気の圧力を制御する

ことにより加熱蒸気の温度を調整す

る。◇3  

ⅱ．第１酸回収系の蒸発缶の加熱蒸気の

圧力を測定し，圧力高により中央制御

室に警報を発する。◇3  

ⅲ．第２酸回収系の蒸発缶の加熱蒸気の

温度を測定し，温度高で中央制御室に

警報を発する。なお，加熱蒸気温度上

昇がさらに大きい場合，蒸発缶への加

熱蒸気の遮断及び蒸発缶加熱蒸気発生

器への一次蒸気の遮断信号を発するイ

ンターロック回路は，安全保護回路と

する。◇3 ,◇4  

ⅳ．第１酸回収系及び第２酸回収系の精

留塔の圧力及び液位並びに蒸発缶の液

位を測定し，精留塔の圧力高又は液位

低並びに蒸発缶の液位低により中央制

御室に警報を発するとともに，加熱蒸

気の遮断信号を発する。◇3  

ⅴ．主要機器を収納するセルの床に設置

した漏えい液受皿の集液溝の液位を測

定し，液位高で中央制御室に警報を発

する。◇3  

ｂ．溶媒回収設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．温水加熱している第１洗浄器及び第

３洗浄器内の溶液の温度を測定し，温

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-7（P3へ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（19 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
度高で中央制御室に警報を発するとと

もに，加熱用の温水の供給停止信号を

発する。◇3  

ⅱ．第１蒸発缶及び溶媒蒸留塔の系統内

の圧力を測定し，圧力が異常に上昇し

た場合には，不活性ガス（窒素）注入

信号を発するとともに有機溶媒の供給

停止及び加熱蒸気の遮断信号を発す

る。◇3  

ⅲ．主要機器を収納するセルの床に設置

した漏えい液受皿の集液溝の液位を測

定し，液位高で中央制御室に警報を発

する。◇3  

 

(８) 放射性廃棄物の廃棄施設の計測制

御系 

   放射性廃棄物の廃棄施設の計測制

御系は，気体廃棄物の廃棄施設の計

測制御系，液体廃棄物の廃棄施設の

計測制御系及び固体廃棄物の廃棄施

設の計測制御系で構成する。◇3  

 

ａ．気体廃棄物の廃棄施設の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．せん断処理・溶解廃ガス処理設備の

計測制御系 

(ⅰ) 溶解槽内圧力を制御し，圧力高で

中央制御室に警報を発する。検出器

及び警報器は，二重化する。◇3  

(ⅱ) 排風機の回転数を測定し，回転数

低で中央制御室に警報を発する。

◇3  

 

(ⅲ) ミストフィルタ，高性能粒子フィ

ルタ及びよう素フィルタの差圧を測

定する。◇3  

(ⅳ) ＮＯｘ吸収塔出口側の廃ガスの温

度を測定し，温度高で中央制御室に

警報を発する。◇3  

(ⅴ) 加熱器出口側の廃ガスの温度を制

御する。◇3  

 

 (ⅵ) 主要機器を収納するセルの床に

設置した漏えい液受皿の集液溝の液

位を測定し，液位高で中央制御室に

警報を発する。◇3  

ⅱ．塔槽類廃ガス処理設備の計測制御系 

(ⅰ) 前処理建屋，分離建屋，精製建屋

（プルトニウム系），ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋及び高レベル

廃液ガラス固化建屋の塔槽類廃ガス
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（20 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
処理設備の洗浄塔入口圧力を制御

し，圧力高で中央制御室に警報を発

する。検出器及び警報器は，二重化

する。◇3  

 

(ⅱ) 排風機の回転数，排風機の入口側

圧力又は排風機の入口・出口間差圧

を測定し，回転数低，圧力高又は差

圧低で中央制御室に警報を発する。

◇3  

(ⅲ) 高性能粒子フィルタ及びよう素フ

ィルタの差圧を測定する。◇3  

(ⅳ) 加熱器出口側の廃ガスの温度を制

御する。◇3  

 

(ⅴ) 主要機器を収納するセルの床に設

置した漏えい液受皿の集液溝の液位

を測定し，液位高で中央制御室に警

報を発する。◇3  

ⅲ．高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理

設備の計測制御系 

(ⅰ) ガラス溶融炉内部の気相圧力を制

御し，圧力高で中央制御室に警報を

発する。検出器及び警報器は，二重

化する。◇3  

(ⅱ) 排風機の入口側圧力を測定し，圧

力高で中央制御室に警報を発する。

◇3  

(ⅲ) ミストフィルタ，ルテニウム吸着

塔，高性能粒子フィルタ及びよう素

フィルタの差圧を測定する。◇3  

(ⅳ) 廃ガス洗浄器出口側の廃ガスの温

度を測定し，温度高で中央制御室に

警報を発する。◇3  

(ⅴ) 加熱器出口側の廃ガスの温度を制

御する。◇3  

 

(ⅵ) 主要機器を収納するセルの床に設

置した漏えい液受皿の集液溝の液位

を測定し，液位高で中央制御室に警

報を発する。◇3  

ⅳ．換気設備の計測制御系 

(ⅰ) ミストフィルタ（高レベル廃液ガ

ラス固化建屋換気設備のミストフィ

ルタのみ）及び高性能粒子フィルタ

の差圧を測定する。◇3  

 

ｂ．液体廃棄物の廃棄施設の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．高レベル廃液濃縮缶の圧力を制御す

る。◇3  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（21 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ⅱ．高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気の圧

力を制御することにより加熱蒸気の温

度を調整する。◇3  

ⅲ．高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気の温

度を測定し，温度高で中央制御室に警

報を発する。なお，加熱蒸気温度上昇

がさらに大きい場合，高レベル廃液濃

縮缶への加熱蒸気の遮断及び高レベル

廃液濃縮缶加熱蒸気発生器への一次蒸

気の遮断信号を発するインターロック

回路は，安全保護回路とする。◇3 ,◇4  

 

ⅳ．高レベル廃液濃縮缶の凝縮器の排気

側出口温度を測定し，温度高で中央制

御室に警報を発する。なお，出口温度

上昇がさらに大きい場合，高レベル廃

液濃縮缶への加熱蒸気の遮断及び高レ

ベル廃液濃縮缶加熱蒸気発生器への一

次蒸気の遮断信号を発するインターロ

ック回路は，安全保護回路とする。 

◇3 ,◇4  

ⅴ．高レベル濃縮廃液貯槽，不溶解残渣

廃液貯槽及び高レベル廃液共用貯槽の

廃液温度を測定し，温度高で中央制御

室に警報を発する。◇3  

 

ⅵ．主要機器を収納するセルの床に設置

した漏えい液受皿の集液溝の液位を測

定し，液位高で中央制御室に警報を発

する。 これらのうち高レベル廃液供

給槽セル，高レベル濃縮廃液貯槽セ

ル，高レベル濃縮廃液一時貯槽セル，

不溶解残渣廃液貯槽セル，不溶解残渣

廃液一時貯槽セル及び高レベル廃液共

用貯槽セルの漏えい液受皿の検出器及

び警報器は，二重化する。⑦-8 

ｃ．固体廃棄物の廃棄施設の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．固化セル移送台車上に多重に設けた

重量計により，固化セル移送台車上の

流下ガラスの質量を中央制御室に指示

する。◇3  

ⅱ．ガラス溶融炉の溶融ガラスをガラス

固化体容器に注入する際には，所定質

量値で注入停止信号を発し，所定質量

値よりも質量がさらに増加した場合に

は，中央制御室に警報を発する。な

お，所定質量値で注入停止信号を発す

るインターロック回路は安全保護回路

とする。さらに安全保護回路による質

量上限でガラスの流下が停止しなかっ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-8（P3へ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（22 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
た場合は質量上限警報を中央制御室に

発する。◇3 ,◇4  

ⅲ．ガラス溶融炉とガラス固化体容器と

の結合装置圧力が所定の値でない場合

及び固化セル移送台車位置が所定の位

置にない場合，インターロックにより

流下ノズルの加熱を停止する。これら

のうち，結合装置圧力による加熱停止

のための検出器及びインターロック回

路は，二重化する。◇3  

ⅳ．高レベル廃液混合槽及び供給液槽の

廃液の温度を測定し，温度高で中央制

御室に警報を発する。◇3  

ⅴ．主要機器を収納するセルの床に設置

した漏えい液受皿の集液溝の液位を測

定し，液位高で中央制御室に警報を発

する。 なお，固化セル及び高レベル

廃液混合槽セルの漏えい液受皿の検出

器及び警報器は，二重化する。⑦-9 

 

(９) その他再処理設備の附属施設の計

測制御系 

ａ．安全圧縮空気系の水素掃気用空気貯

槽及び計装用空気貯槽の圧力を測定

し，圧力低で中央制御室に警報を発す

る。この検出器及び警報器は，二重化

する。◇3  

ｂ．水素掃気用希釈空気流量を測定し，

流量低で中央制御室に警報を発する。

◇3  

ｃ．安全冷却水系の冷却水循環ポンプの

運転状態を監視し，故障を検知して，

中央制御室に警報を発する。この検知

装置及び警報器は，各々のポンプに各

１式設置する。◇3  

ｄ．冷却対象機器からの放射性物質の漏

えい検知のために安全冷却水系の冷却

水の放射線レベルを測定し，放射線レ

ベル高で中央制御室に警報を発する。

◇3  

ｅ．安全蒸気系のボイラの運転状態を監

視し，故障を検知して，中央制御室に

警報を発する。検知装置及び警報器

は，各々のボイラに各１式設置する。

◇3  

(10) その他の計測制御設備 

   再処理施設の各施設は，その他に

も計測制御設備を設け指示，警報及

び制御を行う。◇3  

 

6.1.2.5 試験・検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-9（P3へ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（23 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  安全機能を有する施設の計測制御系

は，安全機能の重要度及び設備の特性

に応じて，運転中又は停止中に行う計

器の点検及び保守により機能，性能の

維持を行う。◇10  
計測制御設備のうち安全上重要な施

設の安全機能を維持するために必要な

計測制御系は，その健全性及び能力を

確認するため，設備の特性に応じ，定

期的な警報装置の作動確認，インター

ロックの作動確認並びに計器の点検及

び保守により機能，性能の維持を行

う。また，必要に応じて試験回路を設

け，運転中又は停止中に試験又は検査

を実施する。◇10  
安全機能を有する施設の計測制御系

のうち，「1.7.7 安全機能を有する

施設の設計」に示す安全上重要な施設

から安全機能を有する施設に分類を変

更した「6.1.2.4 主要設備」の安全

上重要な施設と同等の信頼性を維持す

る施設については，安全上重要な施設

への波及的影響防止をし，多重化によ

る高い信頼性を確保して設置され運用

している経緯を踏まえ，安全上重要な

施設と同等の信頼性を維持する観点か

ら，定期的な警報装置の作動確認，イ

ンターロックの作動確認並びに計器の

点検及び保守により機能，性能の維持

を行う。◇9  

 

 

6.1.2.6 評  価 

(１) 計測制御設備は，運転時，停止時

及び運転時の異常な過渡変化時にお

いて施設運転状態を想定される範囲

内で監視及び制御できる。◇1  

(２) 計測制御設備は，可能な限り不燃

性又は難燃性材料を使用する設計と

しているので火災を防止できる。 

◇8  

(３) 計測制御設備のうち安全上重要な

施設の安全機能を維持するために必

要な計測制御系は，多重性又は多様

性を有するとともに，電気的・物理

的な独立性を有する設計としている

ので，動的機器の単一故障を仮定し

てもその安全機能が確保できる。 

◇9  

(４) 計測制御設備は，アイソレータ及

び継電器を用いて安全保護回路と分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1425



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（24 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
離する設計としているので，安全保

護回路との部分的共用によって安全

保護回路の安全機能を損なうことは

ない。◇4  

(５) 計測制御設備のうち安全機能を有

する施設の計測制御系は，その健全

性及び能力を確認するため，安全機

能の重要度及び設備の特性に応じ，

必要に応じて試験回路を設ける設計

としているので，運転中又は停止中

に試験又は検査を実施できる。◇10  
(６) 計測制御設備のうち安全上重要な

施設の安全機能を維持するために必

要な計測制御系は，その他再処理設

備の附属施設の非常用所内電源系統

に接続する設計としているので，外

部電源系統の機能喪失時にも，安全

機能が確保できる。◇9  

また，安全上重要な施設の安全機

能を維持するために，必要な計測制

御系に圧縮空気を供給する必要があ

る場合は，外部電源系統の機能喪失

時にも，その安全機能が確保できる

ようその他再処理設備の附属施設の

非常用所内電源系統に接続した安全

圧縮空気系から圧縮空気を供給する

設計としているので，安全機能を確

保できる。◇9  

(７) 計測制御設備のうち安全機能を有

する施設の計測制御系は，それらの

安全機能を健全に維持するための適

切な保守及び修理ができる設計とし

ているので適切な保守及び修理が実

施できる。◇10  
(８) 計測制御設備のうち安全機能を有

する施設の計測制御系は，設計基準

事故が発生した場合の状況を把握

し，対策を講ずるために必要なパラ

メータを，設計基準事故時に想定さ

れる環境下において，十分な測定範

囲及び期間にわたり監視（記録を含

む。）できる設計としているので安

全機能を確保できる。当該記録は適

切に保存を行うため，事象の経過後

においても参照できる。◇7  

 

(９) 計測制御設備は，再処理施設の健

全性を確保するために必要なパラメ

ータを監視するための設備及び再処

理施設の安全性を確保するために必

要な操作を行うことができる設備を
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十条 （計測制御系統施設）（25 / 25） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
分離施設，精製施設及びその他必要

な施設に設ける設計としているので

適切な監視及び制御が実施できる。

◇7  

(10) 計測制御設備のうち使用済燃料の

受入れ及び貯蔵の安全確保及び運転

操作上必要な計測制御設備は，再処

理設備本体の運転開始に先立ち使用

できる。◇6  

(11) 安全上重要な施設と同等の信頼性

を維持する施設とした計測制御設備

（核計装設備,工程計装設備）は，

安全上重要な施設への波及的影響防

止をし，多重化による高い信頼性で

設計すること及び当該施設を継続的

に維持するための管理を行うことに

より，安全上重要な施設の計測制御

設備と同等の信頼性を維持できる。

◇9  
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第二十条（計測制御系統施設） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

○1  

計測制御系統施設の構成及び

計測制御設備の計測，制御，設

置に関する設計方針 

技術基準の要求を受けている内容 １項 － － 

② 

ウランの精製施設に供給され

る溶液中のプルトニウムの濃

度に関する設計方針 

技術基準の要求を受けている内容 １項１号 － － 

③ 

液体状の中性子吸収材を使用

する場合にあっては，その濃度

に関する設計方針 

技術基準の要求を受けている内容 １項２号 － － 

④ 
使用済燃料溶解槽内の温度に

関する設計方針 
技術基準の要求を受けている内容 １項３号 － － 

⑤ 
蒸発缶内の温度及び圧力に関

する設計方針 
技術基準の要求を受けている内容 １項４号 － － 

⑥ 
廃液槽の冷却水の流量及び温

度に関する設計方針 
技術基準の要求を受けている内容 １項５号 － － 

⑦ 

再処理施設の設備の機能の喪

失，誤操作その他の要因により

再処理施設の安全性を著しく

損なうおそれが生じたとき，液

体状の放射性廃棄物の廃棄施

設から液体状の放射性物質が

著しく漏えいするおそれが生

じたときに，これらを確実に検

知して速やかに警報する設備

を設けることに関する設計方

針 

技術基準の要求を受けている内容 ２項 － － 

⑧ 
機器内の溶液の液位に関する

設計方針 
技術基準の要求を受けている内容 １項 － － 

⑨ 
核燃料物質の臨界防止に関す

る設計 

技術基準規則（第 4 条）に基づく

核燃料物質の臨界防止に係る要求

を受けている事項 

－ 

（ ４ 条 １ 項 ） 

（ ４ 条 ３ 項 ） 

－ b 

⑩ 

臨界事故発生防止による，漏え

い液受け皿の集液溝の監視に

関する設計（第 10 条関連） 

技術基準の要求を受けている内容 ２項 － － 

⑪ 

使用済燃料の貯蔵施設による，

パラメータの監視及び制御に

関する設計 

許可事項の展開 

１項 

（19 条１項１号） 

（19条１項 2号ハ） 

－ － 

⑫ 放射線管理施設に関する設計 技術基準規則第二十一条にて展開 － － － 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

別紙１② 

⑬ 閉じ込めに関する設計 

技術基準規則（第 10 条）に基づく

閉じ込めに係る要求を受けている

事項 

－ 

（10 条１項 3 号） 

（10 条１項 4 号） 

（10 条１項 6 号） 

（10 条１項 9 号ｲ） 

  

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  
核計装設備の種類に関する項

目 

技術基準規則第二十条第１項第一号～第五号及び事業許

可基準規則の解釈第 18 条第１項第六号の設備以外の核

計装設備は，基本設計方針の「①」又は仕様表に包括し

て記載。 

c 

□2  
主要な工程計装設備の種類に

関する項目 

技術基準規則第二十条第１項第一号～第五号及び事業許

可基準規則の解釈第 18 条第１項第六号の設備以外の工

程計装設備は，基本設計方針の「①」又は仕様表に包括

して記載。 

c 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）と内容が重複する

ため，記載しない。 
－ 

◇2  設備仕様 仕様表にて記載する。 c 

◇3  主要設備の個別記載 

技術基準規則第二十条第１項第一号～第五号及び事業許

可基準規則の解釈第 18 条第１項第六号の設備以外の主

要設備は，基本設計方針の「①」又は仕様表に包括して

記載。 

c 

◇4  安全保護回路に関する事項 

安全保護回路の設置及び共用については，安全保護回路

に関する事項であるため，第 22 条「安全保護回路」の基

本設計方針で記載する。 

－ 

◇5  制御室に関する事項 

制御室の設置及び制御室換気設備については，制御室に

関する事項であるため，第 23 条「制御室等」の基本設計

方針で記載する。 

a 

◇6  
再処理設備本体運転開始の先

立ち使用に関すること 
先行運用に関わる記載は基本設計方針に記載しない。 － 

◇7  添付書類記載事項 

計測制御設備における各パラメータの制御および監視に

関する事項については，設工認添付書類に既認可の呼び

込みとして記載するため基本設計方針には記載しない。 

d,e 

◇8  
他条文で展開する事項（第 11

条） 

第 11 条「火災による損傷の防止」にて，説明する内容の

ため記載しない。 
－ 

◇9  
他条文で展開する事項（第 15

条） 

第 15 条「安全上重要な施設」にて，説明する内容のため

記載しない。 
－ 

◇10  
他条文で展開する事項（第 16

条） 

第 16 条「安全機能を有する施設」にて，説明する内容の

ため記載しない。 
－ 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 
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別紙１② 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 
Ⅵ－１－５ 制御室及び緊急時対策所に関する説明書 

Ⅵ－１－５－１ 制御室及び緊急時対策所の機能に関する説明書 

b Ⅰ 核燃料物質の臨界防止に関する説明書 

c 仕様表（設計条件及び仕様） 

d 
Ⅵ－１－４ 計測制御系統施設に関する説明書 

Ⅵ－１－４－１ 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

e 

Ⅵ－１－４ 計測制御系統施設に関する説明書 

Ⅵ－１－４－２ 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並

びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 
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第21条：放射線管理施設 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十一条（放射線管理施設）（1 / 71） 

 

 

 

  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
第二十一条 放射線管理施設 

 

第２章 個別項目 

6. 放射線管理施設 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

 

 第２章  個別項目 

1.  放射線管理施設 

 

 

工場等には、次に掲げる事

項を計測する放射線管理施設

が設けられていなければなら

ない。この場合において、当

該事項を直接計測することが

困難な場合は、これを間接的

に計測する施設をもって代え

ることができる。① 

 

一 再処理施設の放射線遮蔽

物の側壁における原子力規制

委員会の定める線量当量率 

② 

 

二 放射性廃棄物の排気口又

はこれに近接する箇所におけ

る排気中の放射性物質の濃度  

③ 

 

三 放射性廃棄物の海洋放出

口又はこれに近接する箇所に

おける放出水中の放射性物質

の種類別の量及び濃度 ④ 

 

四 管理区域における外部放

射線に係る原子力規制委員会

の定める線量当量、空気中の

放射性物質の濃度及び放射性

物質によって汚染された物の

表面の放射性物質の密度 ⑤ 

 

五 周辺監視区域における外

部放射線に係る原子力規制委

員会の定める線量当量 ⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射線管理施設の設計に係る共通的

な設計方針については，第 1章 共通項

目の「1. 核燃料物質の臨界防止」，

「2. 地盤」，「3. 自然現象等」，

「5. 火災等による損傷の防止」，「6. 

再処理施設内における溢水による損傷

の防止」，「7. 再処理施設内における

化学薬品の漏えいによる損傷の防止」

及び「9. 設備に対する要求事項」に基

づくものとする。 

 

    

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

紫字：ＳＡ設備に関する記載（比較対象外箇所） 

  ：発電炉との差異の理由 

  ：許可からの変更点等 

  ：他条文から展開した記載 

【凡例】 
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

事業指定基準規則 

放射線管理施設 

第二十三条  

工場等には、放射線から放射

線業務従事者を防護するた

め、放射線管理施設を設けな

ければならない。⑦ 

 

２ 放射線管理施設には、放射

線管理に必要な情報を制御室

その他当該情報を伝達する必

要がある場所に表示できる設

備（安全機能を有する施設に

属するものに限る。）を設け

なければならない。⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

放射線管理施設には，放射線から放射

線業務従事者及び管理区域に一時的に

立ち入る者（以下「放射線業務従事者

等」という。）を防護するため，放射

線業務従事者等の出入管理，汚染管

理，除染等を行うための放射線監視設

備【②-1,⑤-3】，試料分析関係設備

【⑤-1】，出入管理関係設備【⑦-2】

及び個人管理用設備【⑦-5,6】を設置

し，放射線被ばくを監視及び管理する

設計とする。①-1,⑦-1 

 

 

 

 

 

(ｏ) 放射線管理施設 

再処理事業所には，放射線から放射線

業務従事者及び管理区域に一時的に立ち

入る者（以下「放射線業務従事者等」と

いう。）を防護するため，放射線業務従

事者の出入管理，汚染管理，除染等を行

う放射線管理施設を設け，放射線被ばく

を監視及び管理する設計とする。①-1,

⑦-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 放射線管理施設 

8.1 設計基準対象の施設 

8.1.1 概  要 

 

 

放射線管理施設は，放射線業務従事者

等の放射線被ばくを管理するとともに，

周辺環境における線量当量等を監視する

ためのもので，出入管理関係設備，試料

分析関係設備，放射線監視設備，環境管

理設備，個人管理用設備及びその他の設

備で構成する。◇1  

 

試料分析関係設備においては，分析用

の標準試料及び放射能測定を行う機器の

校正用に少量の核燃料物質を使用する。

◇2  

放射線管理施設の一部は，ＭＯＸ燃料

加工施設，廃棄物管理施設及び六ヶ所保

障措置分析所と共用する。◇1  

 

1.1  放射線管理用計測装置 

発電用原子炉施設には，通常運転時，運

転時の異常な過渡変化時及び設計基準事

故時において，当該発電用原子炉施設に

おける各系統の放射性物質の濃度，管理

区域内等の主要箇所の外部放射線に係る

線量当量率等を監視，測定するために，

プロセスモニタリング設備，エリアモニ

タリング設備及び分析用放射線測定装置

並びに携帯用及び半固定放射線検出器を

設ける。出入管理室（東海，東海第二発

電所共用（以下同じ。））には，放射線

業務従事者及び一時立入者の出入管理，

汚染管理のための測定機器等を設ける。

各系統の試料，放射性廃棄物の放出管理

用試料及び環境試料の化学分析並びに放

射能測定を行うため，化学分析室，放射

能測定室，環境試料測定室（東海，東海

第二発電所共用）に測定機器を設ける。 

発電所外へ放出する放射性物質の濃度，

周辺監視区域境界付近の空間線量率等を

監視するために，プロセスモニタリング

設備，固定式周辺モニタリング設備及び

移動式周辺モニタリング設備を設ける。 

また，風向，風速その他の気象条件を測

定するため，環境測定装置を設ける。 

 

プロセスモニタリング設備，エリアモニ

タリング設備及び固定式周辺モニタリン

グ設備については，設計基準事故時にお

ける迅速な対応のために必要な情報を中

央制御室及び緊急時対策所に表示できる

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-1,⑤-3（P5, 8か

ら） 

⑤-1（P5, 7から） 

⑦-2（P5, 6から） 

⑦-5（P5から） 

⑦-6（P8から） 

 

 また，放射線管理に必要な情報とし

て管理区域における空間線量，空気中

の放射性物質の濃度及び床面等の放射

性物質の表面密度を，中央制御室その

他該当情報を伝達する必要がある場所

に表示できる設備（安全機能を有する

施設に属するものに限る。）を設ける

設計とするとともに，表示に係る運用

を保安規定に定めて管理する。⑧-1 

 

 

 

 

 

また，放射線管理に必要な情報として

管理区域における空間線量，空気中の放

射性物質の濃度及び床面等の放射性物質

の表面密度を，中央制御室及びその他該

当情報を伝達する必要がある場所に表示

できる設備（安全機能を有する施設に属

するものに限る。）を設ける設計とす

る。⑧-1 

 

  

第二十四条 

再処理施設には、運転時、停

止時、運転時の異常な過渡変

化時及び設計基準事故時にお

いて、当該再処理施設及びそ

の境界付近における放射性物

質の濃度及び線量を監視し、

及び測定し、並びに設計基準

事故時における迅速な対応の

ために必要な情報を制御室そ

の他当該情報を伝達する必要

がある場所に表示できる設備

（安全機能を有する施設に属

するものに限る。）を設けな

ければならない。⑨⑩ 

 

 

放射線管理施設には，再処理施設の

運転時，停止時，運転時の異常な過渡

変化時及び設計基準事故時において，

当該再処理施設及びその境界付近にお

ける放射性物質の濃度及び放射線量を

監視し，及び測定し，並びに設計基準

事故時における迅速な対応のために必

要な情報を中央制御室その他当該情報

を伝達する必要のある場所に表示でき

る設備（安全機能を有する施設に属す

るものに限る。）として，放射線監視

設備【③-3,④-3,⑥-1,⑨-5】，試料分

析関係設備【③-1,④-1,⑨-3】及び環

境管理設備【⑥-5,⑨-10】を設置する

設計とする。①-2,⑧-2,⑨-1 

(ｐ) 監視設備 

再処理施設の運転時，停止時，運転時

の異常な過渡変化時及び設計基準事故時

において，当該再処理施設及びその境界

付近における放射性物質の濃度及び線量

を監視，測定し，並びに設計基準事故時

における迅速な対応のために必要な情報

を中央制御室その他当該情報を伝達する

必要がある場所に表示できる設備（安全

機能を有する施設に属するものに限

る。）を設ける設計とする。①-2,⑧-2,

⑨-1 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

③-3,④-3,⑥-1,⑨-5 

（P4,5,12から） 

⑥-5,⑨-10 

（P4,5,22から） 

③-1,④-1,⑨-3 

（P4,5,9から） 

①-2,⑧-2,⑨-1 

（P4から） 

【「等」の解説】 

「除染等」の内容は添付書類にお

いて詳細化するため，許可の記載

を用いた。 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の事業変更許可におい

て，設置する部屋ではなく，機器を

特定できる名称で記載しているた

め。 

【許可からの変更点】 

設工認の表現に合わせ語

尾を適正化した。 

（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の基本設計方針では管理区域における空気中の放射性物質の濃度及び床

面等の放射性物質の表面密度を表示することを説明していないが，再処理施設

は事業変更許可の記載を踏襲し当該情報を表示することを説明しているため。 

【許可からの変更点】 

設工認では設備区分ごとに説明することから

対象設備を明確化して記載したため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

「出入管理室」

は，「6.1.9 出

入管理関係設備」

で記載するため。 

【許可からの変更点】 

放射線管理施設であることを

明確化した。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

管理区域に一時的に立ち入る者も含

まれるため、記載を適正化した。 

【許可からの変更点】 

管理区域における空気中

の放射性物質の濃度及び

床面等の放射性物質の表

面密度の表示は，運用に

おいて担保することか

ら，保安規定に定めるこ

とを記載した。 

【「等」の解説】 

「床面等」の内容は添付書類において詳細

化するため，許可の記載を用いた。 

1433



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十一条（放射線管理施設）（3 / 71） 

 

 

  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   モニタリングポスト及びダストモニタ

は，非常用所内電源系統に接続し，電源

復旧までの期間，電源を受電できる設計

とする。⑩-1 

さらに，モニタリングポスト及びダス

トモニタは，専用の無停電電源装置を有

し，電源切替時の短時間の停電時に電源

を受電できる設計とする。⑩-2 

 

 また，モニタリングポスト及びダスト

モニタから測定したデータの伝送は，モ

ニタリングポスト及びダストモニタを設

置する場所から中央制御室及び緊急時対

策所間において有線系回線及び無線系回

線により多様性を有し，【⑩-3】測定値

は中央制御室で監視，記録を行うことが

できる設計とする。⑧-4 

また，緊急時対策所でも監視することが

できる設計とする。⑧-4 

モニタリングポスト及びダストモニタ

は，その測定値が設定値以上に上昇した

場合，直ちに中央制御室に警報を発信す

る設計とする。⑨-2 

 

 設計基準対象施設は，発電用原子炉施設

の機械又は器具の機能の喪失，誤操作そ

の他の異常により発電用原子炉の運転に

著しい支障を及ぼすおそれが発生した場

合（原子炉建屋原子炉棟内の放射能レベ

ルが設定値を超えた場合，主蒸気管又は

空気抽出器排ガス中の放射能レベルが設

定値を超えた場合等）に，これらを確実

に検出して自動的に警報（原子炉建屋放

射能高，主蒸気管放射能高等）を発信す

る装置を設ける。 

（当社基本設計方針の各設備において記
載するため中略） 
 

上記の警報を発信する装置は，表示ラン

プの点灯及びブザー鳴動等により運転員

に通報できる設計とする。 

（当社基本設計方針の各設備に記載する
ため中略） 
 

 

 

 

 

⑩-1（P38へ） 

 

 

 

⑩-2（P38へ） 

 

 

 

 

 

 

⑩-3（P38へ） 

 

⑧-4（P38へ） 

 

⑧-4（P38へ） 

 

 

 

⑨-2（P38へ） 

 

 放射線管理施設には，重大事故等が

発生した場合に再処理施設から大気中

へ放出される放射性物質の濃度及び線

量を監視し，及び測定し，並びにその

結果を記録するために必要な重大事故

等対処設備を設ける設計とする。 

 

放射線管理施設には，重大事故等が

発生した場合に敷地内において，風

向，風速その他の気象条件を測定し，

及びその結果を記録するために必要な

重大事故等対処設備を設ける設計とす

る。 

放射線管理施設には，重大事故等が

発生し，放射線監視設備のモニタリン

グポスト及びダストモニタの電源が喪

失した場合に，代替電源から電源を供

給するために必要な重大事故等対処設

備を設ける設計とする。 

 

放射線管理施設の重大事故等対処設備

は，放射線監視設備，代替モニタリン

グ設備，試料分析関係設備，代替試料

分析関係設備，環境管理設備，代替放

射能観測設備，代替気象観測設備及び

環境モニタリング用代替電源設備で構

成する。 

重大事故等が発生した場合に再処理施

設から大気中へ放出される放射性物質の

濃度及び線量を監視し，及び測定し，並

びにその結果を記録するために必要な重

大事故等対処設備を設置及び保管する。

□1  

 

重大事故等が発生した場合に敷地内に

おいて，風向，風速その他の気象条件を

測定し，及びその結果を記録するために

必要な重大事故等対処設備を設置及び保

管する。□1  

 

重大事故等が発生し，モニタリングポ

スト及びダストモニタの電源が喪失した

場合に，代替電源から給電するために必

要な重大事故等対処設備を設置及び保管

する。□1  

 

 

 放射線管理施設の重大事故等対処設備

は，放射線監視設備，代替モニタリング

設備，試料分析関係設備，代替試料分析

関係設備，環境管理設備，代替放射能観

測設備，代替気象観測設備及び環境モニ

タリング用代替電源設備で構成する。□1  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

機械又は器具の機能の喪失，誤操作

その他の異常により発電用原子炉の

運転に著しい支障を及ぼすおそれが

発生した場合に警報を発生する設備

に対する要求事項は，当社では再処

理施設の技術基準規則第二十条の基

本設計方針に記載するため。 
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  チ．放射線管理施設の設備 

再処理施設の運転時，停止時，運転時

の異常な過渡変化時及び設計基準事故時

において，再処理施設外へ放出する放射

性物質の濃度，周辺監視区域境界付近の

放射線等を監視するために，試料分析関

係設備として放出管理分析設備及び環境

試料測定設備を【③-1,④-1,⑨-3】，放

射線監視設備として排気モニタリング設

備，排水モニタリング設備及び環境モニ

タリング設備を【③-3,④-3,⑥-1,⑨-

5】，環境管理設備として放射能観測車

【⑥-5,⑨-10】を設ける。①-2,⑧-2,⑨

-1 

 

8.1.2 設計方針 

放射線管理施設は，放射線被ばくを合

理的に達成できる限り低くするために，

次の方針に基づき設計する。◇1  

(１) 放射線業務従事者等の管理区域への

出入り及び物品の管理区域への搬出入

に対して，出入管理，汚染管理及び放

射線業務従事者等の被ばく管理ができ

るようにする。◇1  

(２) 再処理施設内外の主要な箇所におけ

る線量当量率，空気中の放射性物質の

濃度及び表面の放射性物質の密度を測

定，監視できるようにする。◇1  

(３) 放射線監視設備からの主要な情報

は，制御室において集中して監視でき

るようにする。◇1  

(４) 主排気筒及び北換気筒の放射性物質

の環境放出管理に係る放射線監視設備

については，特に多重性を考慮する。

◇4  

(５) 万一の事故に備えて，必要な放射線

計測器及び防護具を備える。◇2  

(６) 事故時に必要な放射線監視設備は，

「発電用軽水型原子炉施設における事

故時の放射線計測に関する審査指針

（昭和56年７月23日原子力安全委員会

決定）」を参考とした設計とする。◇4  

(７) 平常時の放射性物質の放出に係る放

射線監視設備は，「発電用軽水型原子

炉施設における放出放射性物質の測定

に関する指針（昭和53年９月29日原子

力委員会決定）」を参考とした設計と

する。◇4  

(８) 放射線管理施設のうち使用済燃料の

受入れ及び貯蔵に係る設備は，再処理

設備本体の運転開始に先立ち使用でき

る設計とする。◇3  

(９) 環境モニタリング設備のモニタリン

グポスト及びダストモニタは，非常用

所内電源系統に接続するとともに，伝

送は多様性を有する設計とする。◇1  
 (10) 放射線管理施設のうち他施設と共

用する設備は，共用によって再処理施

設の安全性を損なわない設計とする。

◇1  

 

  

 

 

 

 

 

 

③-1,④-1,⑨-3 

（P2へ） 

 

③-3,④-3,⑥-1,⑨-5 

（P2へ） 

⑥-5,⑨-10（P2へ） 

①-2,⑧-2,⑨-1 

（P2へ） 

  環境モニタリング設備であるモニタリ

ングポスト及びダストモニタについて

は，設計基準事故時における迅速な対応

のために必要な情報を中央制御室及び緊

急時対策所に指示できる設計とする。⑧

-3,【①P38へ】 

 

  

  モニタリングポスト及びダストモニタ

は，非常用所内電源系統に接続し，電源

復旧までの期間，電源を受電できる設計

とする。⑩-1【②P39へ】 

 

  

  さらに，モニタリングポスト及びダス

トモニタは，専用の無停電電源装置を有

し，電源切替時の短時間の停電時に電源

を受電できる設計とする。⑩-2 

【③P39へ】 

 

  

  モニタリングポスト及びダストモニタ

から測定したデータの伝送は，モニタリ

ングポスト及びダストモニタを設置する

場所から中央制御室及び緊急時対策所間

において有線系回線及び無線系回線によ

り多様性を有し，【⑩-3】測定値は中央

制御室で監視，記録を行うことができる

設計とする。【⑧-4】また，緊急時対策

所でも監視することができる設計とす

る。⑧-4【④P39へ】 

 

  

  モニタリングポスト及びダストモニタ

は，その測定値が設定値以上に上昇した

場合，直ちに中央制御室に警報を発信す

る設計とする。⑨-2【⑤P39へ】 
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  重大事故等が発生した場合に再処理施設

から大気中へ放出される放射性物質の濃

度及び線量を監視し，及び測定し，並び

にその結果を記録するために必要な重大

事故等対処設備を設置及び保管する。□1  

 

重大事故等が発生した場合に敷地内にお

いて，風向，風速その他の気象条件を測

定し，及びその結果を記録するために必

要な重大事故等対処設備を設置及び保管

する。□1  

 

重大事故等が発生し，モニタリングポス

ト及びダストモニタの電源が喪失した場

合に，代替電源から電源を供給するため

に必要な重大事故等対処設備を設置及び

保管する。□1  

 

放射線管理施設の重大事故等対処設備

は，放射線監視設備，代替モニタリング

設備， 試料分析関係設備，代替試料分

析関係設備，環境管理設備， 代替放射

能観測設備，代替気象観測設備及び環境

モニタリング用代替電源設備で構成す

る。□1  

 

放射線業務従事者等の放射線管理を確実

に行うとともに，【②-1,⑤-1,3,⑦-

2,5】周辺環境における線量当量等を監

視するため，以下の設備を設ける。③-

1,3,⑥-1,5,④-1,3,⑨-3,5,10 

 

中央制御室については，「ヘ．(４) 

(ⅰ) 制御室等」に【□5 】，緊急時対策

所については，「リ．(４) (ⅸ) 緊急

時対策所」に【□6 】，非常用所内電源系

統については，「リ．(１) (ⅰ) 電気

設備」に記載する。□7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3 主要設備の仕様 

放射線管理施設の主要設備の仕様を以下

に示す。◇1  

(１) 出入管理関係設備*  １式 ◇1  

 

(２) 試料分析関係設備**  １式 ◇1  

 

(３) 放射線監視設備***  １式 ◇1  

 

(４) 環境管理設備****   １式 ◇1  

 

(５) 個人管理用設備***** １式 ◇1  

 

放射線管理施設のうち使用済燃料の受入

れ及び貯蔵に係る設備は，再処理設備本

体の運転開始に先立ち使用できる。◇3  
 

注) 

*印の設備の一部は，廃棄物管理施設と

共用する。◇1  

**印の設備の一部は，ＭＯＸ燃料加工施

設と共用する。◇1  

***印の設備の一部は，ＭＯＸ燃料加工

施設，廃棄物管理施設及び六ヶ所保

障措置分析所と共用する。◇1  

****印の設備の一部は，ＭＯＸ燃料加工

施設及び廃棄物管理施設と共用す

る。◇1  

*****印の設備は，ＭＯＸ燃料加工施及

び廃棄物管理施設と共用する。◇1  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-1,⑤-1,3,⑦-2,5 

（P2へ） 

③-1,3,⑥-1,5,④-

1,3,⑨-3,5,10 

（P2へ） 
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  (１) 屋内管理用の主要な設備の種類 

(ⅰ) 出入管理関係設備⑦-2 

放射線業務従事者等の管理区域の出入

管理のための出入管理設備並びに汚染管

理及び除染のための汚染管理設備を設け

る。⑦-3【⑦P64へ】 

 

 

 

 

 

 

 

 北換気筒管理建屋は，再処理施設用と

廃棄物管理施設用の排気モニタリング設

備をそれぞれ設置する設計とするため，

「再処理規則」及び「核燃料物質又は核

燃料物質によって汚染された物の廃棄物

管理の事業に関する規則」に基づき管理

区域を設定する。□2  

 

管理区域への出入管理に用いる出入管

理設備は廃棄物管理施設と共用し，共用

によって再処理施設の安全性を損なわな

い設計とする。⑫-1【⑧P64へ】 

 

 

 

 

 

 

8.1.4系統構成及び主要設備 

8.1.4.1 出入管理関係設備 

出入管理及び汚染管理のため，次の設

備を設ける。◇1  

 
 (１) 出入管理設備 

再処理施設の管理区域への立入りは，

原則としてゲート等の出入管理設備を設

けた出入管理室を通る設計とし【⑦-

4】，ここで放射線業務従事者等の出入

管理及び物品類の搬出入管理を行う。◇2  

【⑨P64へ】 

 

ただし，使用済燃料輸送容器，大型機

器等の搬出入に際しては，各施設の機器

搬入口で放射線業務従事者等の出入管理

及び物品類の搬出入管理を行うことと

し，必要に応じて臨時の出入管理設備を

設ける。◇2  

 

 

出入管理設備の一部は，廃棄物管理施

設と共用する。⑫-1【⑩P64へ】 

共用する出入管理設備の仕様及び出入

管理に係る運用を各施設で同一とする設

計とすることで，共用によって再処理施

設の安全性を損なわない設計とする。⑫

-1【⑪P64へ】 

 

 

 

また，放射線管理に必要な各種サーベ

イメータを備える。◇4  

 

(２) 汚染管理設備 

管理区域への出入りに伴う汚染管理及

び除染を行うため，更衣室，シャワー

室，手洗い場及び退出モニタを設ける。

また，汚染サーベイメータ及び汚染除去

用器材を備える。さらに，管理区域で使

用した防護衣の洗濯を行う洗濯設備を設

ける。◇5  

洗濯設備は，再処理事業所内の廃棄物

管理施設，ＭＯＸ燃料加工施設及び核燃

料物質の使用施設の管理区域で使用した

汚染のない防護衣の洗濯も行う。◇2  

 

 

 

 

 

  

⑦-2（P2へ） 
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  (ⅱ) 試料分析関係設備⑤-1 

作業環境，設備及び物品の放射線管理用

試料の放射能を測定するため，放射能測

定設備を備える。⑤-2【⑫P52へ】 

 

 

 

 

8.1.4.2 試料分析関係設備 

再処理施設の放射線管理に伴う放射性

廃棄物の放出管理用試料，作業環境の放

射線管理用試料及び環境試料の一般化学

分析，放射化学分析及び放射能測定を行

うため，次の設備を備える。◇1  

 

 

(１) 放出管理分析設備 

気体廃棄物及び液体廃棄物の放出に係

る試料の分析，放射能測定等を行う機器

を備える。◇1  

 

(２) 放射能測定設備 

作業環境等の放射線管理用試料中の放

射性物質の濃度等を測定するため放射能

測定機器を備える。◇1  

 

(３) 環境試料測定設備 

周辺監視区域境界付近及び周辺地域で

採取した試料の放射能測定を行う機器を

備える。◇1  

 

環境試料測定設備の一部は，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用する。⑫-4 

【⑬P52へ】 

 

共用する環境試料測定設備は，仕様及

び運用を各施設で同一とし，周辺監視区

域が同一の区域であることにより，測定

結果の共有を図る設計とすることで，共

用によって再処理施設の安全性を損なわ

ない設計とする。⑫-4【⑭P52へ】 
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 6.1 放射線監視設備②-1,⑤-3 

放射線監視設備は，屋内モニタリン

グ設備【②-2,⑤-4】，屋外モニタリン

グ設備【③-5,④-5,⑥-3,⑨-8】及び放

射線サーベイ機器で構成する。⑤-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅲ) 放射線監視設備②-1,⑤-3 

管理区域の主要箇所の放射線レベル又

は放射能レベルを監視するための屋内モ

ニタリング設備【②-2,⑤-4】として，

エリアモニタ，【②-3,⑤-5】ダストモ

ニタ【⑤-6】及び臨界警報装置を設け

る。⑪-1【⑮P30へ】 

 

また，放射線サーベイに使用する放射

線サーベイ機器を備える。⑤-7 

【⑯P42へ】 

 

放射線サーベイ機器の一部は，廃棄物

管理施設と共用し，共用によって再処理

施設の安全性を損なわない設計とする。

⑫-2【⑯P42へ】 

 

 

再処理施設外へ放出する放射性物質の

濃度並びに周辺監視区域境界付近の空間

放射線量率及び空気中の放射性物質の濃

度を監視するための屋外モニタリング設

備【③-4,5,④-5,⑥-3,⑨-8】として，

排気モニタリング設備，排水モニタリン

グ設備及び環境モニタリング設備を設け

る。【㉒P12から】 

 

8.1.4.3 放射線監視設備 

放射線監視設備は，屋内モニタリング

設備，屋外モニタリング設備及び放射線

サーベイ機器で構成する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章  個別項目 

1.  放射線管理施設 

1.1  放射線管理用計測装置 

発電用原子炉施設には，通常運転時，運

転時の異常な過渡変化時及び設計基準事

故時において，当該発電用原子炉施設に

おける各系統の放射性物質の濃度，管理

区域内等の主要箇所の外部放射線に係る

線量当量率等を監視，測定するために，

プロセスモニタリング設備，エリアモニ

タリング設備及び分析用放射線測定装置

並びに携帯用及び半固定放射線検出器を

設ける。 

 

 

 

 

 

②-1,⑤-3（P2へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

(ⅳ) 個人管理用設備⑦-5 

放射線業務従事者等の線量評価のた

め，個人線量計及びホールボディカウン

タを備える。⑦-6【⑰P64へ】 

 

個人線量計及びホールボディカウンタ

は，再処理施設，ＭＯＸ燃料加工施設及

び廃棄物管理施設の放射線業務従事者等

の線量評価のための設備であり，ＭＯＸ

燃料加工施設及び廃棄物管理施設と共用

し，共用によって再処理施設の安全性を

損なわない設計とする。⑫-3 

【⑱P64へ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

⑦-6（P2へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

放射線管理施設の設備構成に関し

ては，「6.1 放射線管理施設の基

本方針」にて記載するため。 

【許可からの変更点】 

設工認では設備区分ごとに説明す

ることから対象設備を明確化して

記載したため。 

 

【許可からの変更点】 

主語を明確化した。 
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  (２) 屋外管理用の主要な設備の種類 

(ⅰ) 試料分析関係設備③-1,④-1,⑨-3 

気体廃棄物及び液体廃棄物の放出に係

る試料の分析及び放射能測定を行うた

め，放出管理分析設備を備える。③-2,

④-2【⑲P52へ】 

また，周辺監視区域境界付近で採取し

た試料の放射能測定を行うため，環境試

料測定設備を備える。⑨-4【⑳P52へ】 

 

環境試料測定設備は，再処理施設及び

ＭＯＸ燃料加工施設の周辺監視区域境界

付近で採取した試料の放射能測定を行う

ための設備であり，周辺監視区域が同一

の区域であることから，ＭＯＸ燃料加工

施設と環境試料測定設備の一部を共用

し，共用によって再処理施設の安全性を

損なわない設計とする。⑫-4 

【㉑P52へ】 

 

重大事故等時において，再処理施設外

へ放出する放射性物質の濃度及び周辺監

視区域境界付近の空気中の放射性物質の

濃度を測定するため，試料分析関係設備

を常設重大事故等対処設備として位置付

ける。□1  

 

設計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等を常設重

大事故等対処設備として位置付ける。□1  

試料分析関係設備の常設重大事故等対処

設備に給電するための，受電開閉設備，

所内高圧系統，所内低圧系統について

は，「リ． (１)(ⅰ) 電気設備」に示

す。□1  

 

試料分析関係設備は，放出管理分析設

備及び環境試料測定設備で構成し，重大

事故等時において，捕集した試料の放射

性よう素，粒子状放射性物質，炭素－14

及びトリチウムの濃度を測定できる設計 

とする。□1  

 

重大事故等時において，試料分析関係

設備が機能喪失した場合に，その機能を

代替する代替試料分析関係設備を可搬型

重大事故等対処設備として配備する。□1  

代替試料分析関係設備は，可搬型試料分

析設備で構成する。□1  

 

重大事故等時において，環境試料測定

   

③-1,④-1,⑨-3 

（P2へ） 
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
設備及び可搬型試料分析設備の一部は，

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。□1  

重大事故等時において，共用する環境試

料測定設備及び可搬型試料分析設備の一

部は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施

設における重大事故等対処を考慮し，共

用によって重大事故時の対処に影響を及

ぼさない設計とする。□1  

 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる試料分析関係設備は，自然

現象，人為事象，溢水，化学薬品漏え

い，火災及び内部発生飛散物に対して代

替設備による機能の確保，修理の対応等

により重大事故等に対処するための機能

を損なわない設計とする。□1  

 

代替試料分析関係設備は，試料分析関

係設備と共通要因によって同時にその機

能が損なわれるおそれがないように，故

障時バックアップを含めて必要な数量を

試料分析関係設備が設置される建屋から

100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保

管エリアに保管するとともに，主排気筒

管理建屋にも保管することで位置的分散

を図る。□1  

 

試料分析関係設備は，安全機能を有す

る施設として使用する場合と同様に重大

事故等対処設備として使用することによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。□1  

 

試料分析関係設備の放出管理分析設備

は，再処理施設から放出される放射性物

質の濃度を測定するために必要な計測範

囲に対して十分な容量を有する設計とす

るとともに，１台を有する設計とする。

□1  

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する試料分

析関係設備の環境試料測定設備は，再処

理施設及びＭＯＸ燃料加工施設から放出

される放射性物質の濃度を測定するため

に必要な計測範囲に対して十分な容量を

有する設計とするとともに，１台を有す

る設計とする。□1  

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型

試料分析設備の可搬型放射能測定装置

は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
から放出される放射性物質の濃度を測定

できる計測範囲を有する設計とするとと

もに，保有数は，必要数として１台，予

備として故障時のバックアップを１台の

合計２台以上を確保する。□1  

 

可搬型試料分析設備の可搬型トリチウ

ム測定装置は，再処理施設から放出され

る放射性物質の濃度を測定できる計測範

囲を有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として１台，予備として故障

時のバックアップを１台の合計２台以上

を確保する。□1  

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型

試料分析設備の可搬型核種分析装置は，

再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設から

放出される放射性物質の濃度を測定でき

る計測範囲を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数として２台，予備

として故障時のバックアップを２台の合

計４台以上を確保する。□1  

 

代替試料分析関係設備は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる主排気筒管

理建屋，第１保管庫・貯水所及び第２保

管庫・貯水所に保管し，風（台風）等に

より機能を損なわない設計とする。□1  

 

試料分析関係設備は内部発生飛散物の

影響を考慮し，分析建屋及び環境管理建

屋の内部発生飛散物の影響を受けない場

所に設置することにより，機能を損なわ

ない設計とする。□1  

 

代替試料分析関係設備は内部発生飛散

物の影響を考慮し，主排気筒管理建屋，

第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯

水所の内部発生飛散物の影響を受けない

場所に保管することにより，機能を損な

わない設計とする。□1  

 

試料分析関係設備及び代替試料分析関

係設備は，再処理施設の運転中又は停止

中に校正，機能の確認，性能の確認及び

外観の確認が可能な設計とする。□1  

(ａ) 主要な設備 

(イ) 試料分析関係設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

放出管理分析設備（設計基準対象の施設

と兼用） 
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
放射能測定装置（ガスフローカウンタ）

１ 台 □1  

放射能測定装置（液体シンチレーション

カウンタ）１ 台 □1  

核種分析装置 １ 台 □1  

環境試料測定設備（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用）（設計基準対象の施設と兼用） 

核種分析装置 １ 台 □1  

(ロ) 代替試料分析関係設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型試料分析設備 

可搬型放射能測定装置（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用）２ 台（予備として故障時

のバックアップを１台）□1  

可搬型核種分析装置（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用）４ 台（予備として故障時の

バックアップを２台）□1  

可搬型トリチウム測定装置 ２ 台（予備

として故障時のバックアップを１台）□1  

 

  (ⅱ) 放射線監視設備③-3,④-3,⑥-1,

⑨-5 

再処理施設外へ放出する放射性物質の

濃度並びに周辺監視区域境界付近の空間

放射線量率及び空気中の放射性物質の濃

度を監視するための屋外モニタリング設

備として，排気モニタリング設備【③-

4】，排水モニタリング設備【④-4】及

び環境モニタリング設備【⑥-2,⑨-7】

を設ける。③-5,④-5,⑥-3,⑨-8 

【㉒P8,32,37,38へ】 

 

排気モニタリング設備のうち，主排気

筒の排気筒モニタ及び排気サンプリング

設備は，主排気筒管理建屋に収納する。

③-6【㉓P32へ】 

 

主排気筒管理建屋の主要構造は，鉄筋

コンクリート造で，地上１階，建築面積

約 300ｍ２の建物である。③-7 

【㉓P32へ】 

 

主排気筒管理建屋機器配置概要図を第

183図に示す。□4  

 

環境モニタリング設備は，モニタリン

グポスト，ダストモニタ及び積算線量計

で構成し，周辺監視区域境界付近に設け

る。⑥-4,⑨-9【㉔P38へ】 

 

 

  ③-3,④-3,⑥-1,⑨-5 

（P2へ） 
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   

モニタリングポスト及びダストモニタ

は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設

の周辺監視区域境界付近の空間放射線量

率及び空気中の放射性物質の濃度の測定

を行うための設備であり，周辺監視区域

が同一の区域であることから，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用し，共用によって再処

理施設の安全性を損なわない設計とす

る。⑫-5【㉕P40へ】 

また，積算線量計は，再処理施設，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設の

周辺監視区域付近の空間放射線量測定の

ための設備であり，周辺監視区域が同一

の区域であることからＭＯＸ燃料加工施

設及び廃棄物管理施設と共用し，共用に

よって再処理施設の安全性を損なわない

設計とする。⑫-6【㉖P40へ】 

 

   

  重大事故等時において，再処理施設か

ら大気中へ放出される放射性物質の濃度

並びに周辺監視区域における放射性物質

の濃度及び線量を監視し，及び測定し，

並びにその結果を記録するため，放射線

監視設備を常設重大事故等対処設備とし

て位置付ける。□1  

放射線監視設備は，主排気筒の排気モ

ニタリング設備，北換気筒（使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタ

リング設備，北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒），使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気設備のダクト及び環境

モニタリング設備で構成する。□1  

重大事故等時において，放射性気体廃

棄物の廃棄施設からの放出が想定される

主排気筒及び北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）をモニタリング対

象とする。□1  

重大事故等時において，再処理施設及

びＭＯＸ燃料加工施設の周辺監視区域境

界付近の空間放射線量率及び空気中の放

射性物質の濃度をモニタリング対象とす

る。□1  

重大事故等時において，放射線監視設

備が機能喪失した場合に，その機能を代

替する代替モニタリング設備を可搬型重

大事故等対処設備として配備する。□1  

 

設計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等を常設重

大事故等対処設備として位置付ける。□1  
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
補機駆動用燃料補給設備の一部である

軽油貯槽を常設重大事故等対処設備とし

て設置する。□1  

補機駆動用燃料補給設備の一部である

軽油用タンクローリを可搬型重大事故等

対処設備として配備する。□1  

代替電源設備の一部である使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

を可搬型重大事故等対処設備として配備

する。□1  

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋換気筒）の排気モニタリング設備の代

替設備である可搬型排気モニタリング設

備は，「リ．（１)（ⅰ） 電気設備」の

一部である，代替電源設備の使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

により電力を受電する設計とする。□1  

放射線監視設備の常設重大事故等対処

設備に給電するための，受電開閉設備，

所内高圧系統，所内低圧系統及び計測制

御用交流電源設備については，「リ． 

(１) (ⅰ) 電気設備」に，代替モニタ

リング設備の可搬型重大事故等対処設備

に給電するための代替電源設備について

は「リ． (１) (ⅰ) 電気設備」に，可

搬型排気モニタリング用発電機等へ給油

するための補機駆動用燃料補給設備につ

いては，「リ． (４) (ⅶ) 補機駆動用

燃料補給設備」に示す。□1  

代替モニタリング設備は，可搬型排気

モニタリング設備，可搬型排気モニタリ

ング用データ伝送装置，可搬型データ表

示装置，可搬型排気モニタリング用発電

機，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設

備のダクトの一部，可搬型環境モニタリ

ング設備，可搬型環境モニタリング用デ

ータ伝送装置，可搬型環境モニタリング

用発電機，可搬型建屋周辺モニタリング

設備及び監視測定用運搬車で構成する。

□1  

代替モニタリング設備は，常設モニタ

リング設備（モニタリングポスト等）が

機能喪失しても代替し得る十分な台数を

配備する設計とする。□1  

重大事故等時において，環境モニタリ

ング設備，可搬型排気モニタリング用発

電機，可搬型環境モニタリング設備，可

搬型環境モニタリング用データ伝送装

置，可搬型環境モニタリング用発電機及

び監視測定用運搬車は，ＭＯＸ燃料加工

施設と共用する。□1  
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
重大事故等時において，共用する環境

モニタリング設備，可搬型排気モニタリ

ング用発電機，可搬型環境モニタリング

設備，可搬型環境モニタリング用データ

伝送装置，可搬型環境モニタリング用発

電機及び監視測定用運搬車は，再処理施

設及びＭＯＸ燃料加工施設における重大

事故等対処を考慮し，共用によって重大

事故時の対処に影響を及ぼさない設計と

する。□1  

放射線監視設備のうち，内的事象を要

因として発生した場合に対処に用いる北

換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒）の排気モニタリング設備，北換気

筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒），使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

設備のダクト，代替モニタリング設備の

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の

ダクトの一部及び環境モニタリング設備

は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬

品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対

して代替設備による機能の確保，修理の

対応等により重大事故等に対処するため

の機能を損なわない設計とする。□1  

代替モニタリング設備のうち，主排気

筒をモニタリング対象とする可搬型排気

モニタリング設備，可搬型排気モニタリ

ング用データ伝送装置，可搬型データ表

示装置及び可搬型排気モニタリング用発

電機は，放射線監視設備の主排気筒の排

気モニタリング設備と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがな

いように，故障時バックアップを含めて

必要な数量を放射線監視設備の主排気筒

の排気モニタリング設備が設置される建

屋から 100ｍ以上の離隔距離を確保した

外部保管エリアに保管するとともに，主

排気筒管理建屋及び制御建屋にも保管す

ることで位置的分散を図る。□1  

主排気筒管理建屋及び制御建屋内に保

管する場合は放射線監視設備の主排気筒

の排気モニタリング設備が設置される場

所と異なる場所に保管することで位置的

分散を図る。□1  

代替モニタリング設備のうち，北換気

筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）をモニタリング対象とする可搬型排

気モニタリング設備及び可搬型排気モニ

タリング用データ伝送装置は，放射線監

視設備の北換気筒（使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
備と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないように，故障時

バックアップを含めて必要な数量を放射

線監視設備の北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリン

グ設備が設置される建屋から 100ｍ以上

の離隔距離を確保した複数の外部保管エ

リアに分散して保管することで位置的分

散を図る。□1  

代替モニタリング設備のうち，可搬型

環境モニタリング設備，可搬型環境モニ

タリング用データ伝送装置及び可搬型環

境モニタリング用発電機は，放射線監視

設備の環境モニタリング設備と共通要因

によって同時にその機能が損なわれるお

それがないように，故障時バックアップ

を含めて必要な数量を放射線監視設備の

環境モニタリング設備が設置される周辺

監視区域境界付近から 100ｍ以上の離隔

距離を確保した複数の外部保管エリアに

分散して保管することで位置的分散を図

る。□1  

代替モニタリング設備の可搬型建屋周

辺モニタリング設備は，放射線監視設備

の環境モニタリング設備と共通要因によ

って同時にその機能が損なわれるおそれ

がないように，故障時バックアップを含

めて必要な数量を放射線監視設備の環境

モニタリング設備が設置される周辺監視

区域境界付近から 100ｍ以上の離隔距離

を確保した外部保管エリアに保管すると

ともに，制御建屋及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋にも保管することで位置的

分散を図る。□1  

放射線監視設備の主排気筒の排気モニ

タリング設備の排気サンプリング設備及

び代替モニタリング設備の使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトは，弁

等の操作によって安全機能を有する施設

として使用する系統構成から重大事故等

対処設備としての系統構成とすることに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。□1  

放射線監視設備のうち，主排気筒の排

気モニタリング設備の排気筒モニタ，北

換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒）の排気モニタリング設備，北換気

筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）及び環境モニタリング設備は，安全

機能を有する施設として使用する場合と

同様に重大事故等対処設備として使用す
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ることにより，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。□1  

主排気筒の排気モニタリング設備及び

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気モニタリング設備は，再

処理施設から放出される放射性物質の濃

度の監視，測定するために必要なサンプ

リング量及び計測範囲に対して十分な容

量を有する設計とするとともに，主排気

筒管理建屋及び北換気筒管理建屋に２系

列を有する設計とする。□1  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する環境モ

ニタリング設備は，周辺監視区域境界付

近において，放射性物質の濃度及び線量

の監視，測定するために必要なサンプリ

ング量及び計測範囲に対して十分な容量

を有する設計とするとともに，９台を有

する設計とする。□1  

可搬型排気モニタリング設備は，再処

理施設から放出される放射性物質の濃度

の監視，測定に必要なサンプリング量及

び計測範囲を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数として２台，予備

として故障時のバックアップを２台の合

計４台以上を確保する。□1  

可搬型排気モニタリング用データ伝送

装置は，可搬型排気モニタリング設備の

測定値を衛星通信により中央制御室及び

緊急時対策所に伝送できる設計とすると

ともに，保有数は，必要数として２台，

予備として故障時のバックアップを２台

の合計４台以上を確保する。□1  

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型

排気モニタリング用発電機は，可搬型排

気モニタリング設備，可搬型排気モニタ

リング用データ伝送装置，代替試料分析

関係設備のうち，可搬型核種分析装置及

び可搬型トリチウム測定装置に給電でき

る容量を有する設計とするとともに，保

有数は，必要数として１台，予備として

故障時及び点検保守による待機除外時の

バックアップを２台の合計３台以上を確

保する。□1  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型

環境モニタリング設備は，周辺監視区域

において，放射性物質の濃度及び線量の

監視，測定に必要なサンプリング量及び

計測範囲を有する設計とするとともに，

保有数は，必要数として９台，予備とし

て故障時のバックアップを９台の合計
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
18台以上を確保する。□1  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型

環境モニタリング用データ伝送装置は，

可搬型環境モニタリング設備の測定値を

衛星通信により中央制御室及び緊急時対

策所に伝送できる設計とするとともに，

保有数は，必要数として９台，予備とし

て故障時のバックアップを９台の合計

18台以上を確保する。□1  

可搬型データ表示装置は，可搬型排気

モニタリング用データ伝送装置及び可搬

型環境モニタリング用データ伝送装置か

ら衛星通信により伝送される可搬型ガス

モニタ及び可搬型環境モニタリング設備

の測定値を指示できる設計とするととも

に，保有数は，必要数として１台，予備

として故障時のバックアップを１台の合

計２台以上を確保する。また，電源喪失

により保存した記録が失われないよう，

電磁的に記録，保存するとともに，必要

な容量を保存できる設計とする。□1  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型

環境モニタリング用発電機は，代替モニ

タリング設備のうち，可搬型環境モニタ

リング設備及び可搬型環境モニタリング

用データ伝送装置に給電できる容量を有

する設計とするとともに，保有数は，必

要数として９台，予備として故障時及び

点検保守による待機除外時のバックアッ

プを 10台の合計 19台以上を確保する。

□1  

可搬型データ表示装置は，代替モニタ

リング設備及び代替気象観測設備で同時

に要求される測定値又は観測値の表示機

能を有する設計とし，兼用できる設計と

する。□1  

可搬型建屋周辺モニタリング設備のガ

ンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）は，建

屋周辺において，線量当量率を測定する

ための計測範囲を有する設計とするとと

もに，保有数は，必要数として８台，予

備として故障時のバックアップを８台の

合計 16台以上を確保する。□1  

可搬型建屋周辺モニタリング設備の中

性子線用サーベイメータ（ＳＡ）は，建

屋周辺において，線量当量率を測定する

ための計測範囲を有する設計とするとと

もに，保有数は，必要数として２台，予

備として故障時のバックアップを２台の

合計４台以上を確保する。□1  

可搬型建屋周辺モニタリング設備のア
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ルファ・ベータ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

は，建屋周辺において，空気中の放射性

物質の濃度を測定するためのサンプリン

グ量及び計測範囲を有する設計とすると

ともに，保有数は，必要数として３台，

予備として故障時のバックアップを３台

の合計６台以上を確保する。□1  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる主排気筒の排気モニタリング設

備の配管の一部は，「ロ.（７）（ⅱ）

（ｂ）（ホ） 地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく

設計とすることでその機能を損なわない

設計とする。□1  

放射線監視設備の主排気筒の排気モニ

タリング設備は，外部からの衝撃による

損傷を防止できる主排気筒管理建屋及び

制御建屋に設置し，風（台風）等により

機能を損なわない設計とする。□1  

代替モニタリング設備のうち，可搬型

排気モニタリング設備，可搬型排気モニ

タリング用データ伝送装置，可搬型デー

タ表示装置，可搬型排気モニタリング用

発電機，可搬型環境モニタリング設備，

可搬型環境モニタリング用データ伝送装

置，可搬型建屋周辺モニタリング設備及

び可搬型環境モニタリング用発電機は，

外部からの衝撃による損傷を防止できる

主排気筒管理建屋，制御建屋，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋，第１保管庫・貯水

所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風

（台風）等により機能を損なわない設計

とする。□1  

代替モニタリング設備のうち，可搬型

データ表示装置及び可搬型建屋周辺モニ

タリング設備は，溢水量及び化学薬品の

漏えい量を考慮し，影響を受けない高さ

への保管，被水防護及び被液防護する設

計とする。□1  

放射線監視設備は内部発生飛散物の影

響を考慮し，主排気筒管理建屋，北換気

筒管理建屋，制御建屋及び周辺監視区域

境界付近の内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に設置することにより，機能を

損なわない設計とする。□1  

代替モニタリング設備は内部発生飛散

物の影響を考慮し，主排気筒管理建屋，

制御建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋，第１保管庫・貯水所及び第２保管

庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を受
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
けない場所に保管することにより，機能

を損なわない設計とする。□1  

主排気筒の排気モニタリング設備，代

替モニタリング設備の可搬型排気モニタ

リング設備及び代替モニタリング設備の

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の

ダクトの一部は，コネクタに統一するこ

とにより，速やかに，容易かつ確実に現

場での接続が可能な設計とする。□1  

主排気筒の排気モニタリング設備の排

気サンプリング設備及び代替モニタリン

グ設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気設備のダクトの一部は，通常時に使用

する系統から速やかに切り替えることが

できるよう，系統に必要な弁等を設ける

設計とし，それぞれ簡易な接続及び弁等

の操作により安全機能を有する施設の系

統から重大事故等対処設備の系統に速や

かに切り替えられる設計とする。□1  

放射線監視設備，代替モニタリング設

備のうち，可搬型排気モニタリング設

備，可搬型環境モニタリング設備及び可

搬型建屋周辺モニタリング設備は，再処

理施設の運転中又は停止中に校正，機能

の確認，性能の確認及び外観の確認が可

能な設計とする。□1  

また，放射線監視設備のうち，主排気

筒の排気モニタリング設備及び北換気筒

（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

の排気モニタリング設備は，各々が独立

して試験又は検査が可能な設計とする。

□1  

代替モニタリング設備のうち，可搬型排

気モニタリング用データ伝送装置，可搬

型データ表示装置，可搬型排気モニタリ

ング用発電機，可搬型環境モニタリング

用データ伝送装置及び可搬型環境モニタ

リング用発電機は，再処理施設の運転中

又は停止中に機能の確認，性能の確認及

び外観の確認が可能な設計とする。□1  

(ａ) 主要な設備 

 (イ) 放射線監視設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

主排気筒の排気モニタリング設備（設計

基準対象の施設と兼用） 

排気筒モニタ 

２ 系列            □1  

 排気サンプリング設備  

２ 系列            □1  

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋換気筒）の排気モニタリング設備（設
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
計基準対象の施設と兼用） 

排気筒モニタ  

   ２ 系列         □1  

 排気サンプリング設備 

    ２ 系列        □1  

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）（設計基準対象の施設と兼用） 

    １ 基         □1  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備

（設計基準対象の施設と兼用） 

１ 系列          □1  

環境モニタリング設備（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用）（設計基準対象の施設と兼

用） 

モニタリングポスト   

   ９ 台          □1  

ダストモニタ 

   ９ 台          □1  

(ロ)  代替モニタリング設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備

（設計基準対象の施設と兼用）（放射線

監視設備と兼用） 

 １ 系列           □1  

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型排気モニタリング設備 

可搬型ガスモニタ 

  ４ 台（予備として故障時のバック

アップを２台）□1  

可搬型排気サンプリング設備 

 ４ 台（予備として故障時のバックア

ップを２台）□1  

可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置 

４ 台（予備として故障時のバックアッ

プを２台）□1  

可搬型データ表示装置 

   ２ 台（予備として故障時のバッ

クアップを１台）□1  

可搬型排気モニタリング用発電機（ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用） 

   ３ 台（予備として故障時及び待

機除外時のバックアップを２台）□1  

可搬型環境モニタリング設備（ＭＯＸ燃

料加工施設と共用） 

可搬型線量率計 

   18 台（予備として故障時のバッ

クアップを９台）□1  

可搬型ダストモニタ 

   18 台（予備として故障時のバッ

クアップを９台）□1  
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 可搬型環境モニタリング用データ伝送

装置 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

18 台（予備として故障時のバックアッ

プを９台）□1  

 可搬型環境モニタリング用発電機（Ｍ

ＯＸ燃料加工施設と共用） 

19 台（予備として故障時及び待機除外

時のバックアップを 10台）□1  

可搬型建屋周辺モニタリング設備 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

16 台（予備として故障時のバックアッ

プを８台）□1  

中性子線用サーベイメータ（ＳＡ） 

４ 台（予備として故障時のバックアッ

プを２台）□1  

アルファ・ベータ線用サーベイメータ

（ＳＡ） 

６ 台（予備として故障時のバックアッ

プを３台）□1  

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

６ 台（予備として故障時のバックアッ

プを３台）□1  

 監視測定用運搬車（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用） 

７ 台（予備として故障時及び待機除外

時のバックアップを４台）□1  

 

  (ⅲ) 環境管理設備⑥-5,⑨-10 

敷地内に気象を観測する気象観測設備

を設ける。また，敷地周辺の放射線モニ

タリングを行う放射能観測車を備える。

⑥-6,⑨-11【㉗P56へ】 

 

放射能観測車は，再処理施設及びＭＯ

Ｘ燃料加工施設の平常時及び事故時に敷

地周辺の空間放射線量率及び空気中の放

射性物質濃度を迅速に測定するための設

備であり，敷地が同一であることから，

ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，共用によ

って再処理施設の安全性を損なわない設

計とする。⑫-7【㉘P57へ】 

また，気象観測設備は，再処理施設，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設の

敷地内において気象を観測するための設

備であり，敷地が同一であることから，

ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設

と気象観測設備の一部を共用し，共用に

よって再処理施設の安全性を損なわない

設計とする。⑫-8【㉙P57へ】 

 

  ⑥-5,⑨-10（P2へ） 
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  重大事故等時において，敷地周辺の空

間放射線量率及び空気中の放射性物質の

濃度を迅速に測定するため，放射能観測

車を可搬型重大事故等対処設備として位

置付ける。□1  

重大事故等時において，敷地内の風

向，風速，日射量，放射収支量及び雨量

を観測し，及びその結果を記録するた

め，気象観測設備を常設重大事故等対処

設備として位置付ける。□1  

環境管理設備は，放射能観測車及び気

象観測設備で構成する。□1  

重大事故等時において，敷地内の気象

条件，敷地周辺の空間放射線量率及び空

気中の放射性物質の濃度をモニタリング

対象とする。□1  

重大事故等時において，放射能観測車

が機能喪失した場合に，その機能を代替

する代替放射能観測設備を可搬型重大事

故等対処設備として配備する。□1  

代替放射能観測設備は，可搬型放射能

観測設備で構成する。□1  

重大事故等時において，気象観測設備

が機能喪失した場合に，その機能を代替

する代替気象観測設備を可搬型重大事故

等対処設備として配備する。□1  

代替気象観測設備は，可搬型気象観測

設備，可搬型気象観測用データ伝送装

置，可搬型データ表示装置，可搬型風向

風速計，可搬型気象観測用発電機及び監

視測定用運搬車で構成する。□1  

設計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等を常設重

大事故等対処設備として位置付ける。□1  

補機駆動用燃料補給設備の一部である

軽油貯槽を常設重大事故等対処設備とし

て設置する。□1  

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である

軽油用タンクローリを可搬型重大事故等

対処設備として配備する。□1  

環境管理設備の常設重大事故等対処設

備に給電するための，受電開閉設備，所

内高圧系統については，「リ． (１) 

(ⅰ) 電気設備」に，可搬型気象観測用

発電機等へ給油するための補機駆動用燃

料補給設備については，「リ． (４) 

(ⅶ) 補機駆動用燃料補給設備」に示

す。□1  

重大事故等時において，環境管理設

備，可搬型放射能観測設備，可搬型気象
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
観測設備，可搬型気象観測用データ伝送

装置及び可搬型気象観測用発電機は，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設と共用する。□1  

重大事故等時において，共用する環境管

理設備，可搬型放射能観測設備，可搬型

気象観測設備，可搬型気象観測用データ

伝送装置及び可搬型気象観測用発電機

は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設

における重大事故等対処を考慮し，共用

によって重大事故時の対処に影響を及ぼ

さない設計とする。□1  

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる環境管理設備は，自然現

象，人為事象，溢水及び火災に対して代

替設備による機能の確保，修理の対応等

により重大事故等に対処するための機能

を損なわない設計とする。□1  

代替放射能観測設備及び代替気象観測

設備は，環境管理設備と共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれが

ないように，故障時バックアップを含め

て必要な数量を環境管理設備が設置され

る環境管理建屋近傍及び再処理施設の敷

地内の露場から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した複数の外部保管エリアに分散し

て保管することで位置的分散を図る。□1  

 

環境管理設備の気象観測設備は，安全

機能を有する施設として使用する場合と

同様に重大事故等対処設備として使用す

ることにより，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。□1  

屋外に保管する環境管理設備の放射線

観測車は，竜巻により飛来物とならない

よう必要に応じて固縛等の措置をとるこ

とで他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。□1  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する環境管

理設備の気象観測設備は，敷地内におい

て風向，風速その他の気象条件を観測す

るために必要な計測範囲に対して十分な

容量を有する設計とするとともに，１台

を有する設計とする。□1  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する環境管

理設備の放射能観測車は，敷地内におい

て，空気中の放射性物質の濃度及び線量

を測定するために必要なサンプリング量

及び計測範囲に対して十分な容量を有す

る設計とするとともに，１台を有する設

計とする。□1  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する代替放

1455



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十一条（放射線管理施設）（25 / 71） 

 

 

  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
射能観測設備は，敷地内において，空気

中の放射性物質の濃度及び線量を測定す

るために必要なサンプリング量及び計測

範囲を有する設計とするとともに，保有

数は，必要数として１台，予備として故

障時のバックアップを１台の合計２台以

上を確保する。□1  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型

気象観測設備は，敷地内において風向，

風速その他の気象条件を観測できる設計

とするとともに，保有数は，必要数とし

て１台，予備として故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップを２台

の合計３台以上を確保する。□1  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型

気象観測用データ伝送装置は，可搬型気

象観測設備の観測値を衛星通信により中

央制御室及び緊急時対策所に伝送できる

設計とするとともに，保有数は，必要数

として１台，予備として故障時のバック

アップを１台の合計２台以上を確保す

る。□1  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型

気象観測用発電機は，可搬型気象観測設

備及び可搬型気象観測用データ伝送装置

に給電できる容量を有する設計とすると

ともに，保有数は，必要数として１台，

予備として故障時及び点検保守による待

機除外時のバックアップを２台の合計３

台以上を確保する。□1  

可搬型データ表示装置は，可搬型気象

観測用データ伝送装置から衛星通信によ

り伝送される可搬型気象観測設備の観測

値を指示できる設計とするとともに，保

有数は，必要数として１台，予備として

故障時のバックアップを１台の合計２台

以上を確保する。また，電源喪失により

保存した記録が失われないよう，電磁的

に記録，保存するとともに，必要な容量

を保存できる設計とする。□1  

可搬型風向風速計は，敷地内において

風向，風速を観測できる設計とするとと

もに，保有数は，必要数として１台，予

備として故障時及び保守点検による待機

除外時のバックアップを２台の合計３台

以上を確保する。□1  

環境管理設備の気象観測設備は，風

（台風），竜巻，積雪及び火山の影響に

対して，風（台風）及び竜巻による風荷

重，積雪荷重及び降下火砕物による積載

荷重により機能を損なわない設計とす
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
る。□1  

屋外に保管する環境管理設備の放射能観

測車は，風（台風）及び竜巻に対して，

風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮

し，当該設備の転倒防止，固縛等の措置

を講じて保管する設計とする。□1  

代替放射能観測設備及び代替気象観測

設備は，外部からの衝撃による損傷を防

止できる第１保管庫・貯水所及び第２保

管庫・貯水所に保管し，風（台風）等に

より機能を損なわない設計とする。□1  

 

 

環境管理設備の気象観測設備は内部発

生飛散物の影響を考慮し，再処理施設の

敷地内の露場の内部発生飛散物の影響を

受けない場所に設置することにより，機

能を損なわない設計とする。□1  

代替放射能観測設備及び代替気象観測

設備は内部発生飛散物の影響を考慮し，

主排気筒管理建屋，第１保管庫・貯水所

及び第２保管庫・貯水所の内部発生飛散

物の影響を受けない場所に保管すること

により，機能を損なわない設計とする。

□1  

環境管理設備，代替放射能観測設備，

代替気象観測設備のうち，可搬型気象観

測設備及び可搬型風向風速計は，再処理

施設の運転中又は停止中に校正，機能の

確認，性能の確認及び外観の確認が可能

な設計とする。□1  

可搬型気象観測用データ伝送装置及び

可搬型気象観測用発電機は，再処理施設

の運転中又は停止中に機能の確認，性能

の確認及び外観の確認が可能な設計とす

る。□1  

 

(ａ) 主要な設備 

 (イ) 環境管理設備（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用）（設計基準対象の施設と兼

用） 

［常設重大事故等対処設備］ 

気象観測設備（風向風速計，日射計，放

射収支計，雨量計） 

１ 台             □1  

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

放射能観測車 

１ 台             □1  

 

(ロ) 代替放射能観測設備 
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
可搬型放射能観測設備（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用） 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔ

ｌ）シンチレーション）（ＳＡ） 

２ 台（予備として故障時のバックアッ

プを１台）□1  

ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）

（ＳＡ） 

２ 台（予備として故障時のバックアッ

プを１台）□1  

中性子線用サーベイメータ（ＳＡ） 

２ 台（予備として故障時のバックアッ

プを１台）□1  

アルファ・ベータ線用サーベイメータ

（ＳＡ） 

２ 台（予備として故障時のバックアッ

プを１台）□1  

可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ） 

２ 台（予備として故障時のバックアッ

プを１台）□1  

 

(ハ) 代替気象観測設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型気象観測設備（風向風速計，日射

計，放射収支計，雨量計）（ＭＯＸ燃料

加工施設と共用） 

３ 台（予備として故障時及び待機除外

時のバックアップを２台）□1  

可搬型気象観測用データ伝送装置（ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用） 

２ 台（予備として故障時のバックアッ

プを１台）□1  

可搬型データ表示装置（代替モニタリン

グ設備と兼用） 

２ 台（予備として故障時のバックアッ

プを１台）□1  

可搬型気象観測用発電機（ＭＯＸ燃料加

工施設と共用） 

３ 台（予備として故障時及び待機除外

時のバックアップを２台）□1  

可搬型風向風速計 

   ３ 台（予備として故障時及び待

機除外時のバックアップを２台）□1  

監視測定用運搬車（代替モニタリング

設備と兼用） 

３ 台（予備として故障時及び待機除外

時のバックアップを２台）□1  

 

(ⅳ) 環境モニタリング用代替電源設備 

重大事故等時において，非常用所内電
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
源系統から環境モニタリング設備の電源

が喪失した場合に，代替電源から給電す

るため，環境モニタリング用代替電源設

備を可搬型重大事故等対処設備として配

備する。□1  

環境モニタリング用代替電源設備は，

環境モニタリング用可搬型発電機及び監

視測定用運搬車で構成する。□1  

環境モニタリング用代替電源設備は，

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。□1  

共用する環境モニタリング用代替電源

設備は，給電先が共用する環境モニタリ

ング設備であり，必要となる電力及び燃

料が増加するものではないことから，共

用によって重大事故時の対処に影響を及

ぼさない設計とする。□1  

設計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等を常設重

大事故等対処設備として位置付ける。□1  

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である

軽油貯槽を常設重大事故等対処設備とし

て設置する。□1  

補機駆動用燃料補給設備の一部である

軽油用タンクローリを可搬型重大事故等

対処設備として配備する。□1  

放射線監視設備，試料分析関係設備及

び環境管理設備の常設重大事故等対処設

備に給電するための，受電開閉設備，所

内高圧系統，所内低圧系統及び計測制御

用交流電源設備については，「リ． 

(１) (ⅰ) 電気設備」に，環境モニタ

リング用可搬型発電機へ給油するための

補機駆動用燃料補給設備については，

「リ． (４) (ⅶ) 補機駆動用燃料補給

設備」に示す。□1  

環境モニタリング用代替電源設備は，

放射線監視設備の環境モニタリング設備

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないように，故障時バ

ックアップを含めて必要な数量を放射線

監視設備の環境モニタリング設備が設置

される周辺監視区域境界付近から 100ｍ

以上の離隔距離を確保した複数の外部保

管エリアに分散して保管することで位置

的分散を図る。□1  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する環境モ

ニタリング用代替電源設備は，放射線監

視設備の環境モニタリング設備に給電で

きる容量を有する設計とするとともに，

保有数は，必要数として９台，予備とし
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
て故障時及び保守点検による待機除外時

のバックアップを 10台の合計 19台以上

を確保する。□1  

環境モニタリング用代替電源設備は，

外部からの衝撃による損傷を防止できる

第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯

水所に保管し，風（台風）等により機能

を損なわない設計とする。□1  

環境モニタリング用代替電源設備は内

部発生飛散物の影響を考慮し，第１保管

庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所の内

部発生飛散物の影響を受けない場所に保

管することにより，機能を損なわない設

計とする。□1  

環境モニタリング用代替電源設備は，

環境モニタリング設備と容易かつ確実に

接続できるよう，ケーブルはボルト・ネ

ジ接続又はより簡便な接続方式を用いる

設計とする。□1  

環境モニタリング用代替電源設備は，

再処理施設の運転中又は停止中に機能の

確認，性能の確認及び外観の確認が可能

な設計とする。□1  

 

(ａ) 主要な設備 

 (イ) 環境モニタリング用代替電源設

備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

環境モニタリング用可搬型発電機（ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用） 

19 台（予備として故障時及び待機除外

時のバックアップを 10台） 

容 量 約５ ｋＶＡ／台     □1  

 

監視測定用運搬車（代替モニタリング設

備と兼用） 

７ 台（予備として故障時及び待機除外

時のバックアップを４台）□1  
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 6.1.1 屋内モニタリング設備 

再処理施設内の主要箇所の放射線レ

ベル又は放射能レベルを監視するため

の屋内モニタリング設備として，エリ

アモニタ，【②-3,⑤-5】ダストモニタ

【⑤-6】及び臨界警報装置を設置する

設計とする。⑪-1 

 

 

管理区域の主要箇所の放射線レベル又

は放射能レベルを監視するための屋内モ

ニタリング設備として，エリアモニタ，

【②-3,⑤-5】ダストモニタ【⑤-6】及

び臨界警報装置を設ける。⑪-1 

【⑮P8から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 屋内モニタリング設備 

再処理施設内の作業環境の放射線レベ

ル又は放射能レベルを監視するため，主

要な箇所に屋内モニタリング設備を設け

る。◇1  

 

屋内モニタリング設備には，エリアモ

ニタ，ダストモニタ及び臨界警報装置が

ある。エリアモニタ及びダストモニタ

は，各施設の作業環境の主要な箇所の線

量当量率又は空気中の放射性物質の濃度

を監視するために設ける。◇1  

 

また，臨界事故が発生する可能性は極

めて低いと考えられるが，多数の管理方

法の組合せで臨界を防止していることに

より，臨界管理上重要な施設としている

溶解施設の溶解槽並びに臨界事故を想定

した場合に，従事者に著しい放射線被ば

くをもたらすおそれのあるセル及び室周

辺にて，臨界の発生を直ちに検知すると

ともに，従事者に臨界事故の発生を報知

するため，臨界警報装置を設ける。◇4  

 

第２章  個別項目 

1.  放射線管理施設 

1.1  放射線管理用計測装置 

（設備構成及び当社基本設計方針の各設
備において記載するため中略） 
排気筒の出口又はこれに近接する箇所に

おける排気中の放射性物質の濃度，管理

区域内において人が常時立ち入る場所そ

の他放射線管理を特に必要とする場所

（燃料取扱場所その他の放射線業務従事

者に対する放射線障害の防止のための措

置を必要とする場所をいう。）の線量当

量率及び周辺監視区域に隣接する地域に

おける空間線量率が著しく上昇した場合

に，これらを確実に検出して自動的に中

央制御室に警報（排気筒放射能高，エリ

ア放射線モニタ放射能高及び周辺監視区

域放射能高）を発信する装置を設ける。 

（当社基本設計方針の各設備において記
載するため中略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1.1.2 エリアモニタリング設備  

 エリアモニタ及びダストモニタの測

定値は，中央制御室において指示及び

記録する【⑧-5】とともに，放射線レ

ベル又は放射能レベルがあらかじめ設

定した値を超えた場合に，中央制御室

及び必要な箇所において警報を発する

【⑬-1】設計とする。②-4,⑤-8 

 

エリアモニタ及びダストモニタの測

定値は，緊急時対策所においても指示

する設計とする。⑧-5 

また，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室においても当該施設

に係るエリアモニタ及びダストモニタ

の測定値の指示及び記録を行い【⑧-

5】，放射線レベル又は放射能レベルが

あらかじめ設定した値を超えた場合

に，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室において警報を発する

【⑬-2】設計とする。②-4,⑤-8 

 

 

 

 

 

 

 エリアモニタ及びダストモニタは，中

央制御室において指示及び記録する【⑧

-5】とともに，放射線レベル又は放射能

レベルがあらかじめ設定した値を超えた

ときは，中央制御室及び必要な箇所にお

いて警報を発する。【⑬-1】エリアモニ

タ及びダストモニタの測定値は，緊急時

対策所において指示する。【⑧-5】ま

た，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室においても必要なモニタリン

グ設備の指示及び記録を行い【⑧-5】，

放射線レベル又は放射能レベルがあらか

じめ設定した値を超えたときは，警報を

発する【⑬-2】。 

 

 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化

時及び設計基準事故時に，管理区域内に

おいて人が常時立ち入る場所その他放射

線管理を特に必要とする場所の線量当量

率を計測するためのエリアモニタリング 

設備を設け，計測結果を中央制御室に表

示できる設計とする。 

また，計測結果を記録し，及び保存で

きる設計とする。 

エリアモニタリング設備のうち，原子

炉建屋エリアモニタ（燃料取替フロア燃

料プール）は，外部電源が使用できない

場合においても非常用所内電源系からの

電源供給により，線量当量率を計測する

ことができる設計とする。 

（重大事故等対処設備に係る記載である
ため中略） 
 

 

 

 

⑧-5（P67から） 

 

 

 

⑬-1（P67から） 

②-4,⑤-8,（P67か

ら） 

 

⑧-5（P67から） 

 

 

 

⑧-5（P67から） 

 

 

 

 

⑬-2（P67から） 

②-4,⑤-8,（P67か

ら） 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の技術基準規

則第二十一条において管

理区域における空気中放

射性物質の濃度の測定に

関する要求があるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

「排気中の放射性

物質濃度」は，

「6.1.1（2）a．

排気モニタリング

設備」で記載する

ため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当該記載は発電炉

の技術基準の要求

を受けた記載であ

るのに対し，再処

理施設の技術基準

規則第二十一条で

は要求がないた

め。 

第四条 核燃料物質の臨界防止の

要求を受けた記載 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

「周辺監視区域に隣接する地域に

おける空間線量率」は，「6.1.1

（2）c．環境モニタリング設備」

で記載するため。 

 
（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の技術基準規

則第二十一条において管

理区域における空気中放

射性物質の濃度の測定に

関する要求があるため。 

第二十条 計測制御系統施設の要求

を受けた記載 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書における「必要

なモニタリング設備」を明確にした。 

【許可からの変更点】 

指示及び記録する対象を明確にした。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当該記載は発電炉の技術基準の要求

受けた記載であるのに対し，再処理

施設の技術基準規則第二十一条では

要求がないため。 
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臨界警報装置は，放射線レベルがあ

らかじめ設定した値を超えた場合に，

中央制御室及び必要な箇所において警

報を発する設計とする。⑪-2 

 

  

臨界警報装置は，放射線レベルがあら

かじめ設定した値を超えたときは，中央

制御室及び必要な箇所において警報を発

する。【⑪-2】また，非常用所内電源系

統に接続できる設計とする。◇4  

 

  

   屋内モニタリング設備は，監視対象箇

所で想定される放射線レベル又は放射能

レベルを十分測定できるようにするとと

もに，「発電用軽水型原子炉施設におけ

る事故時の放射線計測に関する審査指針

（昭和56年７月23日原子力安全委員会決

定）」を参考にして，事故時には，建屋

立入りのための線量当量率の状況が把握

できるようにする。◇4  

 

屋内モニタリング設備には次のものが

あり，監視対象箇所の放射線状況に応じ

て適切な設備を選んで設置する。◇1  

 

主な監視対象区域を第8.1－１表(１)

～第8.1－１表(３)に示す。◇6  

 

  

 分析建屋のダストモニタの一部は，

六ヶ所保障措置分析所と共用する。⑫-

9 

分析建屋のダストモニタの一部は，

六ヶ所保障措置分析所と共用するが，

分析建屋及び六ヶ所保障措置分析所の

空気中の放射性物質の捕集に必要な容

量を確保する設計とすることで，共用

によって再処理施設の安全性を損なわ

ない設計とする。⑫-9 

 分析建屋のダストモニタの一部は，六ヶ

所保障措置分析所と共用する。⑫-9 

 

共用する分析建屋のダストモニタの一

部は，分析建屋及び六ヶ所保障措置分析

所の空気中の放射性物質の捕集に必要な

容量を確保する設計とすることで，共用

によって再処理施設の安全性を損なわな

い設計とする。⑫-9 

 

  

⑫-9（P66から） 

 

 

 

 

 

 

⑫-9（P66から） 

   ａ．エリアモニタ 

ガンマ線エリアモニタ    ◇4  

中性子線エリアモニタ    ◇4  

ｂ．ダストモニタ 

ベータ線ダストモニタ    ◇4  

アルファ線ダストモニタ   ◇4  

ｃ．臨界警報装置         ◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では同様の設備を

有していないため。 

第四条 核燃料物質の臨界防止の要

求を受けた記載 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉ではエリアモニタリング

設備を他施設と共用していない

が，再処理施設は他施設と共用

しているため。 
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6.1.2 屋外モニタリング設備 

屋外モニタリング設備は，排気モニ

タリング設備【③-4】，排水モニタリ

ング設備【④-4】及び環境モニタリン

グ設備【⑥-2,⑨-7】で構成する。 

 

6.1.2.1 排気モニタリング設備 

再処理施設から放出される放射性物

質の濃度を監視するための排気モニタ

リング設備として，【③-4】主排気筒

ガスモニタ，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒ガスモニタ，排気サンプリ

ング設備及び冷却空気出口シャフトモ

ニタを設置する設計とする。③-7 

 

 

 

 

 

 

主排気筒ガスモニタ及び排気サンプ

リング設備（主排気筒）は，主排気筒

管理建屋に収納する。③-6 

 

 

主排気筒管理建屋は，地上１階の建

物とする設計とする。③-7 

 

 

 

主排気筒ガスモニタ及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタの

測定値は，中央制御室において指示及

び記録【⑧-6】するとともに，放射能

レベルがあらかじめ設定した値を超え

た場合に，中央制御室において警報を

発する【⑬-3】設計とする。主排気筒

ガスモニタ及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋換気筒ガスモニタの測定値は，

緊急時対策所においても指示する設計

とする。【⑧-6】 

また，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室においても使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

の測定値を指示及び記録するとともに

【⑧-6】，放射能レベルがあらかじめ

設定した値を超えた場合に，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

においても警報を発する【⑬-4】設計

とする。 

 

 

再処理施設外へ放出する放射性物質の

濃度並びに周辺監視区域境界付近の空間

放射線量率及び空気中の放射性物質の濃

度を監視するための屋外モニタリング設

備として，排気モニタリング設備，【③

-4】排水モニタリング設備【④-4】及び

環境モニタリング設備【⑥-2,⑨-7】を

設ける。【㉒P12から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排気モニタリング設備のうち，主排気

筒の排気筒モニタ及び排気サンプリング

設備は，主排気筒管理建屋に収納する。

③-6【㉓P12から】 

 

主排気筒管理建屋の主要構造は，鉄筋コ

ンクリート造で，【□3】地上１階，建築

面積約 300ｍ２【□3】の建物である。 

③-7【㉓P12から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２) 屋外モニタリング設備 

再処理施設外へ放出する放射性物質の

放射能レベル及び再処理施設周辺の放射

線レベルを監視するため屋外モニタリン

グ設備を設ける。◇1  

屋外モニタリング設備は，排気モニタ

リング設備，排水モニタリング設備及び

環境モニタリング設備で構成する。◇1  

 

ａ．排気モニタリング設備 

排気モニタリング設備は，排気筒モニ

タ，排気サンプリング設備及び冷却空気

出口シャフトモニタで構成する。③-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排気筒モニタは，２系統のガスモニタ

で構成し，主排気筒及び北換気筒から放

出される放射性希ガスの連続監視を行

い，【◇7 】中央制御室にて指示及び記録

【⑧-6】するとともに，放射能レベルが

あらかじめ設定した値を超えたときは，

警報を発する。【⑬-3】排気筒モニタの

測定値は，緊急時対策所において指示す

る。【⑧-6】 

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室においても必要な排気筒

モニタの指示及び記録を行い【⑧-6】，

放射能レベルがあらかじめ設定した値を

超えたときは，警報を発する。⑬-4 

 

 

 

 

 

 

第２章  個別項目 

1.  放射線管理施設 

1.1  放射線管理用計測装置 

（設備構成及び当社基本設計方針の各設
備において記載するため中略） 
排気筒の出口又はこれに近接する箇所

における排気中の放射性物質の濃度，管

理区域内において人が常時立ち入る場所

その他放射線管理を特に必要とする場所

（燃料取扱場所その他の放射線業務従事

者に対する放射線障害の防止のための措

置を必要とする場所をいう。）の線量当

量率及び周辺監視区域に隣接する地域に

おける空間線量率が著しく上昇した場合

に，これらを確実に検出して自動的に中

央制御室に警報（排気筒放射能高，エリ

ア放射線モニタ放射能高及び周辺監視区

域放射能高）を発信する装置を設ける。 

（当社基本設計方針の各設備において記
載するため中略） 

1.1.1  プロセスモニタリング設備 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化

時及び設計基準事故時において，原子炉

格納容器内の放射性物質の濃度及び線量

当量率，主蒸気管中及び空気抽出器その

他の蒸気タービン又は復水器に接続する

放射性物質を内包する設備の排ガス中の

放射性物質の濃度，排気筒の出口又はこ

れに近接する箇所における排気中の放射

性物質の濃度を計測するためのプロセス

モニタリング設備を設け，計測結果を中

央制御室に表示できる設計とする。ま

た，計測結果を記録し，及び保存できる

設計とする。 

原子炉冷却材の放射性物質の濃度，排

気筒の出口又はこれに近接する箇所にお

ける排気中の放射性物質の濃度及び排水

口又はこれに近接する箇所における排水

中の放射性物質の濃度は，試料採取設備

により断続的に試料を採取し分析を行

い，測定結果を記録し，及び保存する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧-6（P69から） 

⑬-3（P69から） 

⑧-6（P69から） 

 

 

⑧-6（P69から） 

 

⑬-4（P69から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の基本設計方針では

設備構成を説明していない

が，再処理施設は事業変更

許可の記載を踏襲し，設備

構成として一文を追加して

いるため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

冷却空気出口シャフトモニ

タは再処理施設特有の設備

であるため。 

【許可からの変更点】 

排気モニタリング設備の対

象を明確化した。（以下同

じ） 

第二十条 計測制御系統施

設の要求を受けた記載 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当該記載は発電炉の技術基準の要求

を受けた記載であるのに対し，再処

理施設の技術基準規則第二十一条で

は要求がないため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

「排水中の放射性

物質の濃度」は，

「6.1.2（2）b．

排水モニタリング

設備）」で記載す

るため。 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

「周辺監視区域に

隣接する地域にお

ける空間線量率」

は，「6.1.1（2）

c．環境モニタリ

ング設備」で記載

するため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

「管理区域内の線

量当量率」は，

「6.1.1（1）屋内

モニタリング設

備」で記載するた

め。 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

計測制御系統施設

に対する要求事項

は当社では再処理

施設の技術基準規

則第二十条の基本

設計方針に記載す

るため。 

【許可からの変更点】 

直前の文章との記載の整合を図っ

た。 

第二十条 計測制御系統施

設の要求を受けた記載 

1463



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十一条（放射線管理施設）（33 / 71） 

 

 

  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  

排気サンプリング設備は，主排気筒，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒，

使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，

ハル・エンドピース及び第 1ガラス固化

体貯蔵建屋換気筒並びに低レベル廃棄

物処理建屋換気筒から放出される排気

中の放射性物質を連続的に捕集する設

計とする。③-9 

  

排気サンプリング設備には，よう素用

フィルタ，粒子用フィルタ，炭素－14捕

集装置及びトリチウム捕集装置を設けて

【◇4 ,◇5 】放射性よう素，粒子状放射性

物質，炭素－14及びトリチウムを連続的

に 捕 集 し ， 定 期 的 に 回 収 ， 測 定

【◇4 ,◇5 】する。③-9 

 

 

放射性物質により汚染するおそれがあ

る管理区域内に開口部がある排水路を施

設しないことから，排水路の出口近傍に

おける排水中の放射性物質の濃度を計測

するための設備を設けない設計とする。 

プロセスモニタリング設備のうち，原子

炉格納容器内の線量当量率を計測する格

納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ）及

び格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／

Ｃ）は，それぞれ多重性，独立性を確保

した設計とする。 

（重大事故等対処設備に係る記載である
ため中略） 
 
 
 

 

 冷却空気出口シャフトには，冷却空気

出口シャフトモニタを設け，排気口か

ら放出される放射性希ガスを監視する

設計とする。③-10, 

 

冷却空気出口シャフトモニタの測定値

は，中央制御室において指示及び記録

【⑧-6】するとともに，放射能レベル

があらかじめ設定した値を超えた場合

に，中央制御室において警報を発する

【⑬-5】設計とする。 

 また，冷却空気出口シャフトには，ガ

スモニタを設け，排気口から放出される

放射性希ガスを監視する。③-10,⑧-6,

⑬-5 

  

   排気モニタリング設備は，「発電用軽

水型原子炉施設における放出放射性物質

の測定に関する指針（昭和53年９月29日

原子力委員会決定）」を参考にして計測

方法及び試料採取方法を定め，放出され

る放射性物質の濃度及び量の測定ができ

るとともに，「発電用軽水型原子炉施設

における事故時の放射線計測に関する審

査指針（昭和56年７月23日原子力安全委

員会決定）」を参考にして，事故時にも

放出される放射性物質の量を把握できる

設計とする。◇4  

 

また，安全上重要な施設である主排気

筒の排気筒モニタは，非常用所内電源系

統に接続する設計とする。◇4  

 

さらに，排気筒モニタの機能を健全に

維持するための適切な保守及び修理がで

きる設計とする。◇4  

 

排気モニタリング設備のモニタリング

内容を第8.1－２表に示す。◇6  

  

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

冷却空気出口シャフト

モニタは再処理施設特

有の設備であるため。 

【許可からの変更点】 

排気サンプリング設備の測定対象は仕様表記載項目ではないことか

ら，事業変更許可申請書 添付書類六の内容は基本設計方針ではなく

設工認の添付書類にて示すこととしたため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

管理区域内に開口部がある排水路の出口近傍における排水中の放射性物質の濃

度を計測するための設備については，発電炉の技術基準の要求を受けた記載で

あるのに対し，再処理施設の技術基準規則第二十一条では要求がないため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

多重性及び独立性

の確保については

発電炉の技術基準

の要求を受けた記

載であるのに対

し，再処理施設の

技術基準規則第二

十一条では要求が

ないため。 

【許可からの変更点】 

設備名称を明確化した。 

 

第二十条 計測制御系統施設の要求

を受けた記載 

【許可からの変更点】 

冷却空気出口シャフトモニタに対す

る指示，記録及び警報に係る要求に

ついて明確化した。 

【許可からの変更点】 

排気のサンプリング対象を明確化し

たため。 
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 重大事故等時において，排気モニタ

リング設備のうち主排気筒ガスモニ

タ，排気サンプリング設備（主排気

筒），使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒ガスモニタ及び排気サンプリング

設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒），北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）並びに使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクト

を常設重大事故等対処設備として位置

付け，再処理施設から大気中へ放出さ

れる放射性物質の濃度を監視し，及び

測定し，並びにその結果を記録する設

計とする。 

 

排気モニタリング設備は，重大事故

等時において，放射性気体廃棄物の廃

棄施設からの放出が想定される主排気

筒及び北換気筒（使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒）をモニタリング対象

とする。 

 

内的事象を要因とする重大事故等が

発生した場合に対処に用いる使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニ

タ，排気サンプリング設備（使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋換気筒），北換気

筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気設備のダクトは，自然現象，人為

事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及

び内部発生飛散物により機能が損なわ

れる場合，代替設備による機能の確保

又は修理の対応の手順を保安規定に定

め管理することにより重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

排気モニタリング設備の排気サンプ

リング設備（主排気筒）は，弁等の操

作によって安全機能を有する施設とし

て使用する系統構成から重大事故等対

処設備としての系統構成とすることに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

排気モニタリング設備の主排気筒ガス

モニタ，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒ガスモニタ，排気サンプリング

設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒）及び北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）は，安全機能を

有する施設として使用する場合と同じ
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系統構成で重大事故等対処設備として

使用することにより，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

排気モニタリング設備は，再処理施

設から放出される放射性物質の濃度の

監視，測定するために必要なサンプリ

ング量及び計測範囲に対して十分な容

量を有する設計とするとともに，主排

気筒管理建屋及び北換気筒管理建屋に

十分な台数（排気サンプリング設備に

ついては２系列）を有する設計とす

る。 

 

地震を要因とする重大事故等が発生

した場合に対処に用いる排気サンプリ

ング設備（主排気筒）の配管の一部

は，「９．２ 重大事故等対処設備」

の「９．２．７ 地震を要因とする重

大事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とすることで重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計

とする。 

主排気筒ガスモニタ及び排気サンプ

リング設備（主排気筒）は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる主排気

筒管理建屋及び制御建屋に設置し，風

（台風）等により重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

排気モニタリング設備は内部発生飛

散物の影響を考慮し，主排気筒管理建

屋，北換気筒管理建屋及び制御建屋の

内部発生飛散物の影響を受けない場所

に設置することにより，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計

とする。 

排気サンプリング設備（主排気筒）

は，コネクタに統一することにより，

速やかに，容易かつ確実に現場での接

続が可能な設計とする。 

 

排気サンプリング設備（主排気筒）

は，通常時に使用する系統から速やか

に切り替えることができるよう，系統

に必要な弁等を設ける設計とし，それ

ぞれ簡易な接続及び弁等の操作により

安全機能を有する施設の系統から重大

事故等対処設備の系統に速やかに切り

替えられる設計とする。 
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
排気モニタリング設備は，通常時に

おいて，重大事故等に対処するために

必要な機能を確認するため，校正，機

能の確認，性能の確認及び外観の確認

が可能な設計とする。 

 

また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。 

 

排気モニタリング設備は，各々が独立

して試験又は検査が可能な設計とす

る。 
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.2 排水モニタリング設備 

再処理施設から放出される放射性物

質の濃度を監視するための排水モニタ

リング設備として【④-4】，排水サン

プリング設備を設置し，【④-6】放出

の異常を確認するための排水モニタを

設置する設計とする。⑧-7,⑨-12 

 

 

排水サンプリング設備は，排水をサ

ンプリングする設計とする。④-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設外へ放出する放射性物質の

濃度並びに周辺監視区域境界付近の空間

放射線量率及び空気中の放射性物質の濃

度を監視するための屋外モニタリング設

備として，排気モニタリング設備，排水

モニタリング設備【④-4】及び環境モニ

タリング設備を設ける。 

【㉒P12から】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．排水モニタリング設備 

 

 

 

 

 

 

 

液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液

処理設備の第１放出前貯槽又は第２放出

前貯槽から【◇4 】排水をサンプリングす

るための排水サンプリング設備を設け，

【④-6】サンプリング試料を放出管理分

析設備にて分析，測定【◇5 】する。 

 

 

排水サンプリング設備は，「発電用軽

水型原子炉施設における放出放射性物質

の測定に関する指針（昭和53年９月29日

原子力委員会決定）」を参考にして計測

方法及び試料採取方法を定め，放出され

る放射性物質の濃度及び量の測定ができ

る設計とする。◇4  

 

また，放出の異常の有無を確認するた

め排水モニタを設け【⑧-7,⑨-12】，中

央制御室にて指示及び記録するととも

に，放射能レベルがあらかじめ設定した

値を超えたときは，警報を発する。さら

に，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室においても必要な排水モニタ

の指示及び記録を行い，放射能レベルが

あらかじめ設定した値を超えたときは，

警報を発する。◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1  プロセスモニタリング設備 

（排気中の放射性物質濃度の計測に係る
記載するため中略） 
原子炉冷却材の放射性物質の濃度，排気

筒の出口又はこれに近接する箇所におけ

る排気中の放射性物質の濃度及び排水口

又はこれに近接する箇所における排水中

の放射性物質の濃度は，試料採取設備に

より断続的に試料を採取し分析を行い，

測定結果を記録し，及び保存する。 

（線量当量率の計測に係る設備及び重大
事故等対処設備に係る記載するため中
略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

対象となる放射線監視設備

を明確にした。 

【許可からの変更点】 

排水モニタリング設備の

監視対象について記載し

た。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

「排気中の放射性物質の濃度を分析

するための試料採取」は，「6.1.1 

放射線監視設備」で記載するため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

「排水中の放射性

物質の濃度の分

析」は，「6.1.3 

試料分析関係設

備」で記載するた

め。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

測定結果の記録及

び保存に関する記

載は発電炉の技術

基準の要求を受け

た記載であるのに

対し，再処理施設

の技術基準規則第

二十一条では要求

がないため。 
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.3 環境モニタリング設備 

 

周辺監視区域境界付近の空間放射線

量，空間放射線量率及び空気中の放射

性物質の濃度を監視するための環境モ

ニタリング設備として【⑥-2,⑨-7】，

モニタリングポスト，ダストモニタ及

び積算線量計を設置する設計とする。

⑥-3,4,⑨-9 

 

 

 

 

 

 

 

モニタリングポスト及びダストモニ

タについては，設計基準事故時におけ

る迅速な対応のために測定値を中央制

御室及び緊急時対策所に指示できる設

計とする。⑧-3 

 

 

 

 

 

 

再処理施設外へ放出する放射性物質の

濃度並びに周辺監視区域境界付近の空間

放射線量率及び空気中の放射性物質の濃

度を監視するための屋外モニタリング設

備として，排気モニタリング設備，排水

モニタリング設備及び環境モニタリング

設備【⑥-2,⑨-7】を設ける。⑥-3 

【㉒P12から】 

 

環境モニタリング設備は，モニタリン

グポスト，ダストモニタ及び積算線量計

で構成し，周辺監視区域境界付近に設け

る。⑥-4,⑨-9【㉔P12から】 

 

環境モニタリング設備であるモニタリ

ングポスト及びダストモニタについて

は，設計基準事故時における迅速な対応

のために必要な情報を中央制御室及び緊

急時対策所に指示できる設計とする。⑧

-3【①P4から】 

 

 

 

 

ｃ．環境モニタリング設備 

 

周辺監視区域境界付近に，空間放射線

量率の連続監視を行うためのモニタリン

グポスト及び空間放射線量測定のための

積算線量計を設置する。◇4  

また，空気中の放射性物質の濃度を監

視するため，粒子状放射性物質を連続的

に捕集，測定するダストモニタを設け

る。◇4  

 

モニタリングポスト及びダストモニタ

は，その測定値を中央制御室及び【◇1 】

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室において指示及び記録し，空間放

射線量率又は放射能レベルがあらかじめ

設定した値を超えたときは，警報を発す

る。モニタリングポスト及びダストモニ

タの測定値は，緊急時対策所において指

示する。◇1 【㉚P39へ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章  個別項目 

1.  放射線管理施設 

1.1  放射線管理用計測装置 

（設備構成及び当社基本設計方針の各設
備において記載するため中略） 
排気筒の出口又はこれに近接する箇所に

おける排気中の放射性物質の濃度，管理

区域内において人が常時立ち入る場所そ

の他放射線管理を特に必要とする場所

（燃料取扱場所その他の放射線業務従事

者に対する放射線障害の防止のための措

置を必要とする場所をいう。）の線量当

量率及び周辺監視区域に隣接する地域に

おける空間線量率が著しく上昇した場合

に，これらを確実に検出して自動的に中

央制御室に警報（排気筒放射能高，エリ

ア放射線モニタ放射能高及び周辺監視区

域放射能高）を発信する装置を設ける。

（当社基本設計方針の各設備において記
載するため中略） 

 

1.1.5 環境測定装置 

周辺監視区域境界付近の放射性物質の

濃度は，試料採取設備により断続的に試

料を採取し分析を行い，測定結果を記録

し，及び保存する。 

（気象観測設備及び重大事故等対処設備
に係る記載であるため中略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の基本設計方針で

は固定式周辺モニタリン

グ設備により空間放射線

量の測定を行うとの記載

はないが，再処理施設は

事業変更許可の記載を踏

襲し，空間放射線量率及

び空間放射線量を測定す

ることを説明しているた

め。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許可

の記載を踏襲し，ダストモ

ニタにて粒子状放射性物質

を捕集し，測定することを

記載しているため。 

【許可から変更点】 

環境モニタリング設備の監視対象を

記載した。 

 
 

【許可からの変更点】 

監視対象の項目を具体に展開した。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

「排気中の放射性

物質濃度」は，

「6.1.1（2）a．排

気モニタリング設

備」で記載するた

め。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

「管理区域内の線量

当量率」は，

「6.1.1（1）屋内モ

ニタリング設備」で

記載するため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当該記載は発電炉の

技術基準の要求を受

けた記載であるのに

対し，再処理施設の

技術基準規則第二十

一条では要求がない

ため。 

【許可から変更点】 

中央制御室及び緊急時対

策所において指示する対

象を明確化した。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では捕集及び測定に異なる

設備を用いているのに対し，再処

理施設ではダストモニタを用いて

空気中放射性物質を捕集するとと

もに測定しているため。 
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モニタリングポスト及びダストモニ

タは，非常用所内電源系統に接続し，

電源復旧までの期間，非常用所内電源

系統から受電できる設計とする。⑩-1 

 

さらに，モニタリングポスト及びダ

ストモニタは，専用の無停電電源装置

を有し，電源切替時の短時間の停電時

に無停電電源装置から受電できる設計

とする。⑩-2 

 

モニタリングポスト及びダストモニ

タから中央制御室及び緊急時対策所ま

でのデータの伝送系は，有線及び無線

（衛星回線を含む。）により多様性を

有する設計とし，【⑩-3】測定値は中

央制御室で監視，記録を行うことがで

きる設計とする。【⑧-4】また，緊急

時対策所でも監視することができる設

計とする。⑧-4 

 

モニタリングポスト及びダストモニタ

は，放射線レベル又は放射能レベルが

あらかじめ設定した値を超えた場合

に，直ちに中央制御室に警報を発信す

る設計とする。⑨-2 

 

モニタリングポスト及びダストモニタ

は，非常用所内電源系統に接続し，電源

復旧までの期間，電源を受電できる設計

とする。⑩-1【②P4から】 

 

さらに，モニタリングポスト及びダス

トモニタは，専用の無停電電源装置を有

し，電源切替時の短時間の停電時に電源

を受電できる設計とする。⑩-2 

【③P4から】 

モニタリングポスト及びダストモニタ

から測定したデータの伝送は，モニタリ

ングポスト及びダストモニタを設置する

場所から中央制御室及び緊急時対策所間

において有線系回線及び無線系回線によ

り多様性を有し，【⑩-3】測定値は中央

制御室で監視，記録を行うことができる

設計とする。【⑧-4】また，緊急時対策

所でも監視することができる設計とす

る。⑧-4【④P4から】 

 

モニタリングポスト及びダストモニタ

は，その測定値が設定値以上に上昇した

場合，直ちに中央制御室に警報を発信す

る設計とする。⑨-2【⑤P4から】 

 

また，モニタリングポスト及びダスト

モニタから中央制御室及び緊急時対策所

への伝送は，有線及び無線により，多様

性を有する設計とする。◇1  

 

モニタリングポスト及びダストモニタ

は，電源復旧までの期間の電源を確保す

るため，非常用所内電源系統に接続する

設計とする。さらに，モニタリングポス

ト及びダストモニタは，短時間の停電時

に電源を確保するため，専用の無停電電

源装置を有する設計とする。◇1  

 

また，防火帯の外側に位置する環境モ

ニタリング設備が，外部火災により機能

喪失した場合には，代替設備又は

「8.1.4.4 環境管理設備」に示す放射

能観測車により，空間放射線量率及び空

気中の放射性物質の濃度を監視する。◇8  

 

 

1.1.3  固定式周辺モニタリング設備 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時

及び設計基準事故時において，周辺監視

区域境界付近の空間線量率を監視及び測

定するための固定式周辺モニタリング設

備としてモニタリング・ポスト（東海，

東海第二発電所共用（以下同じ。））を

設け，中央制御室及び緊急時対策所に計

測結果を表示できる設計とする。また，

計測結果を記録し，及び保存できる設計

とする。 

モニタリング・ポストは，外部電源が使

用できない場合においても，非常用交流

電源設備により，空間線量率を計測する

ことができる設計とする。さらに，モニ

タリング・ポストは，専用の無停電電源

装置を有し，電源切替時の短時間の停電

時に電源を供給できる設計とし，重大事

故等が発生した場合には，非常用交流電

源設備に加えて，代替電源設備である常

設代替交流電源設備及び可搬型代替交流

電源設備から給電できる設計とする。 

モニタリング・ポストで計測したデータ

の伝送系は，モニタリング・ポスト設置

場所から中央制御室及び中央制御室から

緊急時対策所建屋間において有線系回線

と衛星系回線又は無線系回線により多様

性を有する設計とする。 

 

 

 

 

⑩-1（P3から） 

 

 

 

 

 

⑩-2（P3から） 

 

 

 

 

 

⑩-3（P3から） 

 

⑧-4（P3から） 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-2（P3から） 

      

 また，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室においてもモニタリ

ングポスト及びダストモニタの測定値

の指示及び記録を行い，【⑧-4】放射

線レベル又は放射能レベルがあらかじ

め設定した値を超えた場合に，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室において警報を発する設計とする。

⑨-2 

 モニタリングポスト及びダストモニタ

は，その測定値を中央制御室及び【◇1 】

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室において指示及び記録し，【⑧-

4】空間放射線量率又は放射能レベルが

あらかじめ設定した値を超えたときは，

警報を発する。【⑨-2】モニタリングポ

スト及びダストモニタの測定値は，緊急

時対策所において指示する。◇1  

【㉚P38から】 

 

  

   環境モニタリング設備の測定地点，測

定範囲，測定方法及び測定頻度は，「六

ヶ所再処理施設周辺の環境放射線モニタ

リング計画について」を参考にして定め

るとともに，「発電用軽水型原子炉施設

における事故時の放射線計測に関する審

査指針（昭和56年７月23日原子力安全委

員会決定）」を参考として，事故時にお

いても周辺監視区域境界の空間放射線量

率及び空気中の放射性物質の濃度の状況

を把握できるものとする。◇4  

  

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許可

の記載を踏襲し，ダストモ

ニタにて粒子状放射性物質

を捕集し，測定することを

記載しているため。 

【許可から変更点】 

屋内モニタリング設備及

び屋外モニタリング設備

に合わせ，表現を見直し

た。 

【許可から変更点】 

屋内モニタリング設備及

び屋外モニタリング設備

に合わせ，表現を見直し

た。 
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モニタリングポスト及びダストモニ

タは，MOX燃料加工施設と共用する。ま

た，積算線量計は，MOX燃料加工施設及

び廃棄物管理施設と共用する。⑫-5,6 

 

モニタリングポスト及びダストモニ

タは，MOX 燃料加工施設と共用するが，

仕様及び運用を各施設で同一とし，周

辺監視区域が同一の区域であることに

より，監視結果の共有を図る設計とす

ることで，共用によって再処理施設の

安全性を損なわない設計とする。ま

た，積算線量計は，MOX 燃料加工施設及

び廃棄物管理施設と共用するが，仕様

及び運用を各施設で同一とし，周辺監

視区域が同一の区域であることにより

監視結果の共有を図る設計とすること

で，共用によって再処理施設の安全性

を損なわない設計とする。⑫-5,6 

 

モニタリングポスト及びダストモニタ

は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設

の周辺監視区域境界付近の空間放射線量

率及び空気中の放射性物質の濃度の測定

を行うための設備であり，周辺監視区域

が同一の区域であることから，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用し，共用によって再処

理施設の安全性を損なわない設計とす

る。⑫-5【㉕P13から】 

また，積算線量計は，再処理施設，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設の

周辺監視区域付近の空間放射線量測定の

ための設備であり，周辺監視区域が同一

の区域であることからＭＯＸ燃料加工施

設及び廃棄物管理施設と共用し，共用に

よって再処理施設の安全性を損なわない

設計とする。⑫-6【㉖P13から】 

 

モニタリングポスト及びダストモニタ

は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。ま

た，積算線量計は，ＭＯＸ燃料加工施設

及び廃棄物管理施設と共用する。⑫-5 

 

共用するモニタリングポスト，ダスト

モニタ及び積算線量計は，仕様及び運用

を各施設で同一とし，周辺監視区域が同

一の区域であることにより，監視結果の

共有を図る設計とすることで，共用によ

って再処理施設の安全性を損なわない設

計とする。⑫-6 

 

 

 

 

 

 

モニタリング・ポストは，東海発電所と

共用するが，東海第二発電所及び東海発

電所の共通の対象である発電所周辺の放

射線等を監視，測定するために必要な仕

様を満足する設計とすることで，安全性

を損なわない設計とする。 

 

1.1.5 環境測定装置 

周辺監視区域境界付近の放射性物質の

濃度は，試料採取設備により断続的に試

料を採取し分析を行い，測定結果を記録

し，及び保存する。 

（気象観測設備及び重大事故等対処設備
に係る記載であるため中略） 
 

 

 

 

 重大事故等時において，環境モニタ

リング設備のうちモニタリングポスト

及びダストモニタを常設重大事故等対

処設備として位置付け，周辺監視区域

における線量及び放射性物質の濃度を

監視し，及び測定し，並びにその結果

を記録する設計とする。 

環境モニタリング設備は，重大事故

等時において，再処理施設及び MOX燃料

加工施設の周辺監視区域境界付近の空

間放射線量率及び空気中の放射性物質

の濃度をモニタリング対象とする。 

環境モニタリング設備は，非常用所

内電源系統に加えて，環境モニタリン

グ用代替電源設備である環境モニタリ

ング用可搬型発電機からの給電を可能

とする設計とする。 

環境モニタリング設備は，MOX 燃料加

工施設と共用する。 

MOX 燃料加工施設と共用する環境モニ

タリング設備は，再処理施設及び MOX燃

料加工施設における重大事故等対処を

考慮し，十分な容量及び台数を確保す

ることで，共用によって重大事故等時

の対処に影響を及ぼさない設計とす

    

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の基本設計方針で

は固定式周辺モニタリン

グ設備により空間放射線

量の測定を行うとの記載

はないが，再処理施設は

事業変更許可の記載を踏

襲し，空間放射線量率及

び空間放射線量を測定す

ることを説明しているた

め。 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，ダス

トモニタにて粒子状放射

性物質を連続的に捕集及

び測定することを記載し

ているため。 
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る。 

内的事象を要因とする重大事故等が

発生した場合に対処に用いる環境モニ

タリング設備は，自然現象，人為事

象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び

内部発生飛散物により機能が損なわれ

る場合，代替設備による機能の確保又

は修理の対応の手順を保安規定に定め

管理することにより重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

環境モニタリング設備は，安全機能

を有する施設として使用する場合と同

じ系統構成で重大事故等対処設備とし

て使用することにより，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

MOX 燃料加工施設と共用する環境モニ

タリング設備は，周辺監視区域境界付

近において，放射性物質の濃度及び線

量の監視，測定するために必要なサン

プリング量及び計測範囲に対して十分

な容量を有する設計とするとともに，

十分な台数を有する設計とする。 

環境モニタリング設備は内部発生飛

散物の影響を考慮し，制御建屋及び周

辺監視区域境界付近の内部発生飛散物

の影響を受けない場所に設置すること

により，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。 

環境モニタリング設備は，通常時に

おいて，重大事故等に対処するために

必要な機能を確認するため，校正，機

能の確認，性能の確認及び外観の確認

が可能な設計とする。 

また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。 

    第２章  個別項目 

1.  放射線管理施設 

1.1  放射線管理用計測装置 

発電用原子炉施設には，通常運転時，運

転時の異常な過渡変化時及び設計基準事

故時において，当該発電用原子炉施設に

おける各系統の放射性物質の濃度，管理

区域内等の主要箇所の外部放射線に係る

線量当量率等を監視，測定するために，

プロセスモニタリング設備，エリアモニ

タリング設備及び分析用放射線測定装置

並びに携帯用及び半固定放射線検出器を

設ける。 

（当社基本設計方針の各設備において記
載するため中略） 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

放射線管理施設の設備構成に関して

は，「6.1放射線管理施設の基本方

針」にて記載するため。 
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 6.1.3 放射線サーベイ機器 

放射線サーベイに使用する放射線サ

ーベイ機器として，アルファ・ベータ

線用サーベイメータ，ガンマ線用サー

ベイメータ，中性子線用サーベイメー

タ，エアスニファ，ダストサンプラ，

ガスモニタ及びダストモニタを設ける

設計とする。②-5,⑤-7 

放射線サーベイ機器のガンマ線サー

ベイメータは，廃棄物管理施設と共用

する。⑫-10 

共用する放射線サーベイ機器は，仕

様及び測定に係る運用を各施設で同一

とする設計とすることで，共用によっ

て再処理施設の安全性を損なわない設

計とする。⑫-10 

 

 

また，放射線サーベイに使用する放射

線サーベイ機器【②-5,⑤-7】を備え

る。【⑯P8から】 

 

 

 

 

放射線サーベイ機器の一部は，廃棄物管

理施設と共用し，共用によって再処理施

設の安全性を損なわない設計とする。 

⑫-10【⑯P8から】 

 

 

３) 放射線サーベイ機器 

平常時及び事故時の外部放射線に係る

線量当量率，空気中の放射性物質の濃度

及び放射性物質によって汚染された物の

表面の放射性物質の密度を測定，監視す

るために，放射線サーベイ機器を備え

る。◇4  

放射線サーベイ機器のガンマ線サーベ

イメータは，廃棄物管理施設と共用す

る。⑫-10 

共用する放射線サーベイ機器は，仕様

及び測定に係る運用を各施設で同一とす

る設計とすることで，共用によって再処

理施設の安全性を損なわない設計とす

る。⑫-10 

放射線サーベイは，外部放射線に係る

線量当量率については携帯用の各種サー

ベイメータにより，空気中の放射性物質

の濃度についてはサンプリング法によ

り，また，放射性物質によって汚染され

た物の表面の放射性物質の密度について

はサーベイメータ又はスミヤ法による放

射能測定により行う。◇2  

放射線サーベイ関係の主要測定器及び

器具は，次のとおりである。◇4  

アルファ・ベータ線用サーベイメータ

⑤-7 

ガンマ線用サーベイメータ②-5,⑤-7 

中性子線用サーベイメータ②-5,⑤-7 

ダストサンプラ⑤-7 

ガスモニタ②-5,⑤-7 

ダストモニタ⑤-7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.2 代替モニタリング設備 

重大事故等が発生した場合に再処理

施設から大気中へ放出される放射性物

質の濃度及び線量を監視し，及び測定

し，並びにその結果を記録するために

必要な重大事故等対処設備として代替

モニタリング設備を設ける設計とす

る。 

代替モニタリング設備は，代替排気

モニタリング設備及び代替環境モニタ

リング設備で構成する。 

 

6.2.1 代替排気モニタリング設備 

重大事故等時において，排気モニタ

リング設備が機能喪失した場合に，そ

の機能を代替する代替排気モニタリン

グ設備を可搬型重大事故等対処設備と

して設ける設計とする。 

    

【許可から変更点】 

放射線サーベイ機器の内

訳を明確化した。 
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代替排気モニタリング設備は，可搬

型排気モニタリング設備の可搬型ガス

モニタ及び可搬型排気サンプリング設

備，可搬型排気モニタリング用データ

伝送装置，可搬型データ表示装置，可

搬型排気モニタリング用発電機，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダ

クトの一部並びに監視測定用運搬車で

構成する。 

 

可搬型排気モニタリング設備は，主

排気筒又は北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）から大気中へ放

出される放射性物質を連続的に捕集す

るとともに，放射性希ガスの濃度を連

続測定する設計とする。 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒

ガスモニタ及び排気サンプリング設備

（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）の代替設備である可搬型排気モニ

タリング設備は，電気設備の一部であ

る，代替電源設備の使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機によ

り電力を受電する設計とする。 

 

可搬型排気モニタリング用発電機及

び監視測定用運搬車は，MOX 燃料加工施

設と共用する。 

 

MOX 燃料加工施設と共用する可搬型排

気モニタリング用発電機は，再処理施

設及び MOX燃料加工施設における重大事

故等対処を考慮し，十分な容量及び台

数を確保することで，共用によって重

大事故等時の対処に影響を及ぼさない

設計とする。 

MOX 燃料加工施設と共用する監視測定

用運搬車は，再処理施設及び MOX燃料加

工施設における重大事故等対処を考慮

し，十分な台数を確保することで，共

用によって重大事故等時の対処に影響

を及ぼさない設計とする。 

内的事象を要因とする重大事故等が

発生した場合に対処に用いる代替排気

モニタリング設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気設備のダクトの一部

は，自然現象，人為事象，溢水，化学

薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物

により機能が損なわれる場合，代替設
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備による機能の確保又は修理の対応の

手順を保安規定に定め管理することに

より重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

 

主排気筒をモニタリング対象とする

可搬型排気モニタリング設備，可搬型

排気モニタリング用データ伝送装置，

可搬型データ表示装置及び可搬型排気

モニタリング用発電機は，共通要因に

よって主排気筒ガスモニタ及び排気サ

ンプリング設備（主排気筒）と同時に

その機能が損なわれるおそれがないよ

うに，故障時のバックアップを含めて

必要な数量を主排気筒ガスモニタ及び

排気サンプリング設備（主排気筒）が

設置される建屋から 100ｍ以上の離隔距

離を確保した外部保管エリアに保管す

るとともに，主排気筒管理建屋及び制

御建屋にも保管することで位置的分散

を図る設計とする。 

 

主排気筒管理建屋及び制御建屋に保

管する場合は主排気筒ガスモニタ及び

排気サンプリング設備（主排気筒）が

設置される場所と異なる場所に保管す

ることで位置的分散を図る設計とす

る。 

 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）をモニタリング対象とす

る可搬型排気モニタリング設備及び可

搬型排気モニタリング用データ伝送装

置は，共通要因によって使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ及び

排気サンプリング設備（使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋換気筒）と同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう

に，故障時のバックアップを含めて必

要な数量を使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋換気筒ガスモニタ及び排気サンプリ

ング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋換気筒）が設置される建屋から 100ｍ

以上の離隔距離を確保した複数の外部

保管エリアに分散して保管することで

位置的分散を図る設計とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設

備のダクトは，弁等の操作によって安

全機能を有する施設として使用する系

統構成から重大事故等対処設備として

の系統構成とすることにより，他の設
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備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型排気モニタリング設備は，再

処理施設から放出される放射性物質の

濃度の監視，測定に必要なサンプリン

グ量及び計測範囲を有する設計とする

とともに，可搬型ガスモニタの保有数

は，必要数及び予備として故障時のバ

ックアップを含め十分な台数を確保す

る設計とし，可搬型排気サンプリング

設備の保有数は，必要数として２台，

予備として故障時のバックアップを２

台の合計４台以上を確保する設計とす

る。 

 

可搬型排気モニタリング用データ伝

送装置は，可搬型排気モニタリング設

備の測定値を衛星通信により中央制御

室及び緊急時対策所に伝送できる設計

とするとともに，保有数は，必要数と

して２台，予備として故障時のバック

アップを２台の合計４台以上を確保す

る設計とする。 

 

MOX 燃料加工施設と共用する可搬型排

気モニタリング用発電機は，可搬型排

気モニタリング設備，可搬型排気モニ

タリング用データ伝送装置，可搬型核

種分析装置及び可搬型トリチウム測定

装置に給電できる容量を有する設計と

するとともに，保有数は，必要数並び

に予備として故障時及び点検保守によ

る待機除外時のバックアップを含め十

分な台数を確保する設計とする。 

 

可搬型データ表示装置は，可搬型排

気モニタリング用データ伝送装置，可

搬型環境モニタリング用データ伝送装

置及び可搬型気象観測用データ伝送装

置から衛星通信により伝送される可搬

型ガスモニタ，可搬型環境モニタリン

グ設備及び可搬型気象観測設備の測定

値又は観測値を指示できる設計とする

とともに，保有数は，必要数として１

台，予備として故障時のバックアップ

を１台の合計２台以上を確保する設計

とする。 

また，電源喪失により保存した記録

が失われないよう，電磁的に記録，保

存するとともに，必要な容量を保存で

きる設計とする。 

可搬型データ表示装置は，代替モニ
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
タリング設備及び代替気象観測設備で

同時に要求される測定値又は観測値の

表示機能を有する設計とし，兼用でき

る設計とする。 

MOX 燃料加工施設と共用する監視測定

用運搬車の保有数は，必要数として３

台，予備として故障時及び点検保守に

よる待機除外時のバックアップを４台

の合計７台以上を確保する設計とす

る。 

地震を要因とする重大事故等が発生

した場合に対処に用いる可搬型排気モ

ニタリング設備，可搬型排気モニタリ

ング用データ伝送装置，可搬型データ

表示装置，可搬型排気モニタリング用

発電機及び監視測定用運搬車は，

「９．２ 重大事故等対処設備」の

「９．２．７ 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基

づく設計とすることで重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

可搬型排気モニタリング設備，可搬

型排気モニタリング用データ伝送装

置，可搬型データ表示装置，可搬型排

気モニタリング用発電機は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる主排気

筒管理建屋，制御建屋，第１保管庫・

貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管

し，風（台風）等により重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計

とする。 

可搬型データ表示装置は，溢水量及

び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響

を受けない高さへの保管，被水防護及

び被液防護する設計とする。 

 

可搬型排気モニタリング設備，可搬

型排気モニタリング用データ伝送装置,

可搬型データ表示装置及び可搬型排気

モニタリング用発電機は，内部発生飛

散物の影響を考慮し，主排気筒管理建

屋，制御建屋，第１保管庫・貯水所及

び第２保管庫・貯水所の内部発生飛散

物の影響を受けない場所に保管するこ

とにより，重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。 

 

可搬型排気モニタリング設備及び使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の

ダクトの一部は，コネクタに統一する
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ことにより，速やかに，容易かつ確実

に現場での接続が可能な設計とする。 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設

備のダクトの一部は，通常時に使用す

る系統から速やかに切り替えることが

できるよう，系統に必要な弁等を設け

る設計とし，それぞれ簡易な接続及び

弁等の操作により安全機能を有する施

設の系統から重大事故等対処設備の系

統に速やかに切り替えられる設計とす

る。 

 

可搬型排気モニタリング設備は，通

常時において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を確認するため，校

正，機能の確認，性能の確認及び外観

の確認が可能な設計とする。 

 

また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。 

 

可搬型排気モニタリング用データ伝

送装置，可搬型データ表示装置，可搬

型排気モニタリング用発電機は，通常

時において，重大事故等に対処するた

めに必要な機能を確認するため，機能

の確認，性能の確認及び外観の確認が

可能な設計とする。 

 

また，当該機能を健全に維持するた

め，取替え等が可能な設計とする。 

 

6.2.2 代替環境モニタリング設備 

重大事故等時において，環境モニタ

リング設備が機能喪失した場合に，そ

の機能を代替する代替環境モニタリン

グ設備を可搬型重大事故等対処設備と

して設ける設計とする。 

代替環境モニタリング設備は，可搬

型環境モニタリング設備の可搬型線量

率計及び可搬型ダストモニタ，可搬型

環境モニタリング用データ伝送装置，

可搬型データ表示装置，可搬型建屋周

辺モニタリング設備のガンマ線用サー

ベイメータ（ＳＡ），中性子線用サー

ベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可

搬型ダストサンプラ（ＳＡ），可搬型

環境モニタリング用発電機並びに監視

測定用運搬車で構成する。 
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可搬型データ表示装置は代替排気モ

ニタリング設備と兼用する設計とす

る。 

監視測定用運搬車は代替排気モニタ

リング設備と兼用する設計とする。 

 

 可搬型環境モニタリング設備は，周

辺監視区域において，線量を測定する

とともに，空気中の放射性物質を連続

的に捕集及び測定する設計とする。 

 

可搬型建屋周辺モニタリング設備

は，重大事故等が発生した場合に，重

大事故等の対処を行う前処理建屋，分

離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋の周辺における線量当量率並び

に出入管理室を設置する出入管理建

屋，低レベル廃棄物処理建屋及び使用

済燃料受入れ・貯蔵管理建屋の周辺に

おける空気中の放射性物質の濃度及び

線量当量率を監視し，及び測定し，並

びにその結果を記録できるように，測

定値を指示する設計とする。 

 

可搬型環境モニタリング設備，可搬

型環境モニタリング用データ伝送装置

及び可搬型環境モニタリング用発電機

は，MOX燃料加工施設と共用する。 

 

MOX 燃料加工施設と共用する可搬型環境

モニタリング設備及び可搬型環境モニ

タリング用発電機は，再処理施設及び

MOX 燃料加工施設における重大事故等対

処を考慮し，十分な容量及び台数を確

保することで，共用によって重大事故

等時の対処に影響を及ぼさない設計と

する。MOX 燃料加工施設と共用する可搬

型環境モニタリング用データ伝送装置

は，再処理施設及び MOX燃料加工施設に

おける重大事故等対処を考慮し，十分

な台数を確保することで，共用によっ

て重大事故等時の対処に影響を及ぼさ

ない設計とする。 

可搬型環境モニタリング設備，可搬

型環境モニタリング用データ伝送装置

及び可搬型環境モニタリング用発電機

は，共通要因によって環境モニタリン

グ設備と同時にその機能が損なわれる
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おそれがないように，故障時のバック

アップを含めて必要な数量を環境モニ

タリング設備が設置される周辺監視区

域境界付近から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した複数の外部保管エリアに分散

して保管することで位置的分散を図る

設計とする。 

 

可搬型建屋周辺モニタリング設備

は，共通要因によって環境モニタリン

グ設備と同時にその機能が損なわれる

おそれがないように，故障時のバック

アップを含めて必要な数量を環境モニ

タリング設備が設置される周辺監視区

域境界付近から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した外部保管エリアに保管すると

ともに，制御建屋及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋にも保管することで位置

的分散を図る設計とする。 

 

MOX 燃料加工施設と共用する可搬型環

境モニタリング設備は，周辺監視区域

において，放射性物質の濃度及び線量

の監視，測定に必要なサンプリング量

及び計測範囲を有する設計とするとと

もに，保有数は，必要数及び予備とし

て故障時のバックアップを含め十分な

台数を確保する設計とする。 

MOX 燃料加工施設と共用する可搬型環

境モニタリング用データ伝送装置は，

可搬型環境モニタリング設備の測定値

を衛星通信により中央制御室及び緊急

時対策所に伝送できる設計とするとと

もに，保有数は，必要数として９台，

予備として故障時のバックアップを９

台の合計 18 台以上を確保する設計とす

る。 

 

MOX 燃料加工施設と共用する可搬型環

境モニタリング用発電機は，可搬型環

境モニタリング設備及び可搬型環境モ

ニタリング用データ伝送装置に給電で

きる容量を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数並びに予備とし

て故障時及び点検保守による待機除外

時のバックアップを含め十分な台数を

確保する設計とする。 

 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）

は，建屋周辺において，線量当量率を

測定するための計測範囲を有する設計
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とするとともに，保有数は，必要数及

び予備として故障時のバックアップを

含め十分な台数を確保する設計とす

る。 

 

中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）

は，建屋周辺において，線量当量率を

測定するための計測範囲を有する設計

とするとともに，保有数は，必要数及

び予備として故障時のバックアップを

含め十分な台数を確保する設計とす

る。 

アルファ・ベータ線用サーベイメー

タ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ

（ＳＡ）は，建屋周辺において，空気

中の放射性物質の濃度を測定するため

のサンプリング量及び計測範囲を有す

る設計とするとともに，アルファ・ベ

ータ線用サーベイメータ（ＳＡ）の保

有数は，必要数及び予備として故障時

のバックアップを含め十分な台数を確

保する設計とし，可搬型ダストサンプ

ラ（ＳＡ）の保有数は，必要数として

３台，予備として故障時のバックアッ

プを３台の合計６台以上を確保する設

計とする。 

地震を要因とする重大事故等が発生

した場合に対処に用いる可搬型環境モ

ニタリング設備，可搬型環境モニタリ

ング用データ伝送装置，可搬型建屋周

辺モニタリング設備及び可搬型環境モ

ニタリング用発電機は，「９．２ 重

大事故等対処設備」の「９．２．７ 

地震を要因とする重大事故等に対する

施設の耐震設計」に基づく設計とする

ことで重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。 

可搬型環境モニタリング設備，可搬

型環境モニタリング用データ伝送装

置，可搬型建屋周辺モニタリング設備

及び可搬型環境モニタリング用発電機

は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる制御建屋，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋，第１保管庫・貯水所及び第

２保管庫・貯水所に保管し，風（台

風）等により重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

可搬型建屋周辺モニタリング設備

は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を

考慮し，影響を受けない高さへの保

管，被水防護及び被液防護する設計と
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
する。 

可搬型環境モニタリング設備，可搬

型環境モニタリング用データ伝送装

置，可搬型建屋周辺モニタリング設備

及び可搬型環境モニタリング用発電機

は，内部発生飛散物の影響を考慮し，

制御建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋，第１保管庫・貯水所及び第２保管

庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を

受けない場所に保管することにより，

重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

可搬型環境モニタリング設備及び可

搬型建屋周辺モニタリング設備は，通

常時において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を確認するため，校

正，機能の確認，性能の確認及び外観

の確認が可能な設計とする。 

また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。 

可搬型環境モニタリング用データ伝

送装置及び可搬型環境モニタリング用

発電機は，通常時において，重大事故

等に対処するために必要な機能を確認

するため，機能の確認，性能の確認及

び外観の確認が可能な設計とする。 

また，当該機能を健全に維持するた

め，取替え等が可能な設計とする。 
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 試料分析関係設備 

再処理施設の作業環境，設備及び物

品の放射線管理用試料の放射能を測定

するための試料分析関係設備として，

放射能測定設備の放射能測定装置（ア

ルファ・ベータ線用），核種分析装置

（アルファ線用）及び核種分析装置

（ガンマ線用）を設置する設計とす

る。⑤-2 

再処理施設からの放射性気体廃棄物

及び放射性液体廃棄物の放出に係る試

料の分析及び放射能測定を行うための

試料分析関係設備として，放出管理分

析設備の放射能測定装置（アルファ・

ベータ線用），放射能測定装置（低エ

ネルギーベータ線用）及び核種分析装

置（ガンマ線用）を設置する設計とす

る。③-2,④-2 

周辺監視区域境界付近で採取した試

料の放射能測定を行うための試料分析

関係設備として，環境試料測定設備の

放射能測定装置（ベータ線用），核種

分析装置（アルファ線用）及び核種分

析装置（ガンマ線用）を設置する設計

とする。⑨-4 

環境試料測定設備のうち，核種分析

装置（アルファ線用）及び核種分析装

置（ガンマ線用）は，MOX 燃料加工施設

と共用する。⑫-4 

環境試料測定設備のうち，核種分析

装置（アルファ線用）及び核種分析装

置（ガンマ線用）は，MOX 燃料加工施設

と共用するが，仕様及び運用を各施設

で同一とし，周辺監視区域が同一の区

域であることにより，測定結果の共有

を図る設計とすることで，共用によっ

て再処理施設の安全性を損なわない設

計とする。⑫-4 

重大事故等時において，試料分析関

係設備のうち，放出管理分析設備の放

射能測定装置（アルファ・ベータ線

用），放射能測定装置（低エネルギー

ベータ線用）及び核種分析装置（ガン

マ線用）並びに環境試料測定設備の核

種分析装置（ガンマ線用）を常設重大

事故等対処設備として位置付け，再処

理施設から放出される放射性物質の濃

度及び周辺監視区域境界付近の空気中

の放射性物質の濃度を測定する設計と

する。 

 

作業環境，設備及び物品の放射線管理

用試料の放射能を測定するため，放射能

測定設備を備える。⑤-2【⑫P7から】 

 

 

 

 

気体廃棄物及び液体廃棄物の放出に係

る試料の分析及び放射能測定を行うた

め，放出管理分析設備を備える。③-2,

④-2【⑲P9から】 

 

 

 

 

また，周辺監視区域境界付近で採取し

た試料の放射能測定を行うため，環境試

料測定設備を備える。⑨-4 

【⑳P9から】 

 

 

 

 

 

 

 

環境試料測定設備は，再処理施設及び

ＭＯＸ燃料加工施設の周辺監視区域境界

付近で採取した試料の放射能測定を行う

ための設備であり，周辺監視区域が同一

の区域であることから，ＭＯＸ燃料加工

施設と環境試料測定設備の一部を共用

し，共用によって再処理施設の安全性を

損なわない設計とする。⑫-4 

【㉑P9から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境試料測定設備の一部は，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用する。⑫-4 

【⑬P7から】 

 

共用する環境試料測定設備は，仕様及

び運用を各施設で同一とし，周辺監視区

域が同一の区域であることにより，測定

結果の共有を図る設計とすることで，共

用によって再処理施設の安全性を損なわ

ない設計とする。⑫-4【⑭P7から】 

 

 

 

 

 

 

第２章  個別項目 

1.  放射線管理施設 

1.1  放射線管理用計測装置 

（設備構成及び当社基本設計方針の各設
備において記載するため中略） 
各系統の試料，放射性廃棄物の放出管

理用試料及び環境試料の化学分析並びに

放射能測定を行うため，化学分析室，放 
射能測定室，環境試料測定室（東海，

東海第二発電所共用）に測定機器を設け

る。 

（当社基本設計方針の各設備において記
載するため中略） 
環境試料測定設備は，東海発電所と共

用するが，東海第二発電所及び東海発電

所の共通の対象である発電所周辺の放射

線等を監視，測定するために必要な仕様

を満足する設計とすることで，安全性を

損なわない設計とする。 

（当社基本設計方針の各設備において記
載するため中略） 
 

1.1.1  プロセスモニタリング設備 

（当社基本設計方針の排気モニタリング
設備において記載するため中略） 
原子炉冷却材の放射性物質の濃度，排

気筒の出口又はこれに近接する箇所にお

ける排気中の放射性物質の濃度及び排水

口又はこれに近接する箇所における排水

中の放射性物質の濃度は，試料採取設備

により断続的に試料を採取し分析を行

い，測定結果を記録し，及び保存する。 

（線量当量率の計測に係る設備及び重大
事故等対処設備に係る記載であるため中
略） 

1.1.5 環境測定装置 

周辺監視区域境界付近の放射性物質の

濃度は，試料採取設備により断続的に試

料を採取し分析を行い，測定結果を記録

し，及び保存する。 

（気象観測設備及び重大事故等対処設備
に係る記載であるため中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の事業変更許可におい

て，設置する部屋ではなく，機器を

特定できる名称で記載しているた

め。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

「排気中の放射性

物質の濃度及び排

水中の放射性物質

の濃度を測定する

ための試料の採

取」は，「6.1.1

（2）a．排気モニ

タリング設備」及

び「 6.1.1（ 2）

b．排水モニタリ

ング設備」で記載

するため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

「周辺監視区域境

界付近の放射性物

質の濃度を測定す

るための試料の採

取」は，「 6.1.1

（2）c．環境モニ

タリング設備」で

記載するため。 

【許可からの変更点】 

対象設備を明確にした。
（以下同じ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当該記載は発電炉の技術基準の要求

を受けた記載であるのに対し，再処

理施設の技術基準規則第二十一条で

は要求がないため。 
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 放出管理分析設備の放射能測定装置

（アルファ・ベータ線用），放射能測

定装置（低エネルギーベータ線用）及

び核種分析装置（ガンマ線用）並びに

環境試料測定設備の核種分析装置（ガ

ンマ線用）は，重大事故等時におい

て，捕集した試料の放射性物質の濃度

を測定し，及びその結果を記録できる

ように，測定値を指示する設計とす

る。環境試料測定設備の核種分析装置

（ガンマ線用）は，MOX 燃料加工施設と

共用する。MOX 燃料加工施設と共用する

環境試料測定設備の核種分析装置（ガ

ンマ線用）は，再処理施設及び MOX燃料

加工施設における重大事故等対処を考

慮し，十分な容量及び台数を確保する

ことで，共用によって重大事故等時の

対処に影響を及ぼさない設計とする。 

    

 内的事象を要因とする重大事故等が

発生した場合に対処に用いる放出管理

分析設備の放射能測定装置（アルフ

ァ・ベータ線用），放射能測定装置

（低エネルギーベータ線用）及び核種

分析装置（ガンマ線用）並びに環境試

料測定設備の核種分析装置（ガンマ線

用）は，自然現象，人為事象，溢水，

化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛

散物により機能が損なわれる場合，代

替設備による機能の確保又は修理の対

応の手順を保安規定に定め管理するこ

とにより重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。放出管

理分析設備の放射能測定装置（アルフ

ァ・ベータ線用），放射能測定装置

（低エネルギーベータ線用）及び核種

分析装置（ガンマ線用）並びに環境試

料測定設備の核種分析装置（ガンマ線

用）は，安全機能を有する施設として

使用する場合と同じ系統構成で重大事

故等対処設備として使用することによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。放出管理分析設備の放射能

測定装置（アルファ・ベータ線用），

放射能測定装置（低エネルギーベータ

線用）及び核種分析装置（ガンマ線

用）は，再処理施設から放出される放

射性物質の濃度を測定するために必要

な計測範囲に対して十分な容量を有す

る設計とするとともに，十分な台数を

有する設計とする。MOX 燃料加工施設と

共用する環境試料測定設備の核種分析
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
装置（ガンマ線用）は，再処理施設及

び MOX燃料加工施設から放出される放射

性物質の濃度を測定するために必要な

計測範囲に対して十分な容量を有する

設計とするとともに，十分な台数を有

する設計とする。放出管理分析設備の

放射能測定装置（アルファ・ベータ線

用），放射能測定装置（低エネルギー

ベータ線用）及び核種分析装置（ガン

マ線用）並びに環境試料測定設備の核

種分析装置（ガンマ線用）は内部発生

飛散物の影響を考慮し，分析建屋及び

環境管理建屋の内部発生飛散物の影響

を受けない場所に設置することによ

り，重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。放出管理分

析設備の放射能測定装置（アルファ・

ベータ線用），放射能測定装置（低エ

ネルギーベータ線用）及び核種分析装

置（ガンマ線用）並びに環境試料測定

設備の核種分析装置（ガンマ線用）

は，通常時において，重大事故等に対

処するために必要な機能を確認するた

め，校正，機能の確認，性能の確認及

び外観の確認が可能な設計とする。ま

た，当該機能を健全に維持するため，

保修等が可能な設計とする。 

 

6.4 代替試料分析関係設備 

重大事故等時において，試料分析関

係設備が機能喪失した場合に，その機

能を代替する代替試料分析関係設備を

可搬型重大事故等対処設備として設け

る設計とする。代替試料分析関係設備

は，可搬型試料分析設備の可搬型放射

能測定装置，可搬型トリチウム測定装

置及び可搬型核種分析装置で構成す

る。可搬型試料分析設備は，放出管理

分析設備が機能喪失した場合に，排気

サンプリング設備（主排気筒），排気

サンプリング設備（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）及び可搬型排気

サンプリング設備で捕集した放射性物

質の濃度を測定し，及びその結果を記

録できるように，測定値を指示する設

計とする。可搬型試料分析設備は，環

境試料測定設備が機能喪失した場合

に，ダストモニタ及び可搬型ダストモ

ニタで捕集した放射性物質の濃度を測

定し，及びその結果を記録できるよう

に，測定値を指示する設計とする。可
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
搬型放射能測定装置及び可搬型核種分

析装置は，再処理施設からの放射性物

質の放出のおそれがあると判断した場

合に，再処理施設及びその周辺で採取

した，水中及び土壌中の放射性物質の

濃度を測定し，及びその結果を記録で

きるように，測定値を指示する設計と

する。可搬型放射能測定装置及び可搬

型核種分析装置は，MOX 燃料加工施設と

共用する。MOX 燃料加工施設と共用する

可搬型放射能測定装置及び可搬型核種

分析装置は，再処理施設及び MOX燃料加

工施設における重大事故等対処を考慮

し，十分な容量及び台数を確保するこ

とで，共用によって重大事故等時の対

処に影響を及ぼさない設計とする。可

搬型試料分析設備は，共通要因によっ

て試料分析関係設備と同時にその機能

が損なわれるおそれがないように，故

障時のバックアップを含めて必要な数

量を試料分析関係設備が設置される建

屋から 100ｍ以上の離隔距離を確保した

外部保管エリアに保管するとともに，

主排気筒管理建屋にも保管することで

位置的分散を図る設計とする。MOX 燃料

加工施設と共用する可搬型放射能測定

装置は，再処理施設及び MOX燃料加工施

設から放出される放射性物質の濃度を

測定できる計測範囲を有する設計とす

るとともに，保有数は，必要数及び予

備として故障時のバックアップを含め

十分な台数を確保する設計とする。可

搬型トリチウム測定装置は，再処理施

設から放出される放射性物質の濃度を

測定できる計測範囲を有する設計とす

るとともに，保有数は，必要数及び予

備として故障時のバックアップを含め

十分な台数を確保する設計とする。MOX

燃料加工施設と共用する可搬型核種分

析装置は，再処理施設及び MOX燃料加工

施設から放出される放射性物質の濃度

を測定できる計測範囲を有する設計と

するとともに，保有数は，必要数及び

予備として故障時のバックアップを含

め十分な台数を確保する設計とする。

地震を要因とする重大事故等が発生し

た場合に対処に用いる可搬型試料分析

関係設備は，「９．２ 重大事故等対

処設備」の「９．２．７ 地震を要因

とする重大事故等に対する施設の耐震

設計」に基づく設計とすることで重大
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。可搬型試料分析設備

は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる主排気筒管理建屋，第１保管

庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に

保管し，風（台風）等により重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。可搬型試料分析設備は内

部発生飛散物の影響を考慮し，主排気

筒管理建屋，第１保管庫・貯水所及び

第２保管庫・貯水所の内部発生飛散物

の影響を受けない場所に保管すること

により，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。可搬型

試料分析設備は，通常時において，重

大事故等に対処するために必要な機能

を確認するため，校正，機能の確認，

性能の確認及び外観の確認が可能な設

計とする。また，当該機能を健全に維

持するため，保修等が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 環境管理設備 

敷地周辺の放射線モニタリングを行

うための環境管理設備として，空間放

射線量率測定器，中性子線用サーベイ

メータ，ダストサンプラ，よう素サン

プラ及び放射能測定器を搭載した無線

通話装置付き【⑥-7,⑨-13】の放射能

観測車を設ける設計とする。また，敷

地内に気象を観測するための環境管理

設備として，気象観測設備（風向風速

計，日射計，放射収支計，雨量計，温

度計）を設置する設計とする。⑥-6,⑨

-11 

 

 

 

敷地内に気象を観測する気象観測設備

を設ける。また，敷地周辺の放射線モニ

タリングを行う放射能観測車を備える。

⑥-6,⑨-11【㉗P22から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.4.4 環境管理設備 

平常時及び事故時に敷地周辺の空間放

射線量率及び空気中の放射性物質の濃度

を迅速に測定するため，【◇4 】空間放射

線量率測定器，中性子線用サーベイメー

タ，ダストサンプラ，よう素サンプラ及

び放射能測定器を搭載した無線通話装置

付きの放射能観測車を備える。【⑥-7,

⑨-13】また，敷地周辺の公衆の線量評

価に資するため，【◇4 】風向，風速，日

射量，放射収支量，雨量及び温度を観測

し，記録する気象観測設備を設ける。◇4  

 

 

 

1.1.4  移動式周辺モニタリング設備 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時

及び設計基準事故時において，周辺監視

区域境界付近の放射性物質の濃度を計測

するための移動式周辺モニタリング設備

として，空気中の放射性粒子及び放射性

よう素の濃度を測定するサンプラと測定

器を備えた放射能観測車（東海，東海第

二発電所共用（以下同じ。））を設け，

測定結果を表示し，記録し，及び保存で

きる設計とする。ただし，放射能観測車

による断続的な試料の分析は，従事者が

測定結果を記録し，及びこれを保存し，

その記録を確認することをもって，これ

に代えるものとする。 

 

 気象観測設備（風向風速計，日射

計，放射収支計，雨量計，温度計）の

観測値は中央制御室において指示及び

記録するとともに，緊急時対策所にお

いても指示する設計とする。⑧-8 

 

 

 

 

 

 

気象観測設備は，その観測値を中央制

御室において指示及び記録するととも

に，緊急時対策所において指示する。⑧

-8 

 

 

 

放射能観測車は，東海発電所と共用する

が，東海第二発電所及び東海発電所の共

通の対象である発電所周辺の放射線等を

監視，測定するために必要な仕様を満足

する設計とすることで，安全性を損なわ

ない設計とする。 

（重大事故等対処設備に係る記載である
ため中略） 
 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の基本設計方針で

は，移動式周辺モニタリ

ング設備により空間放射

線量率の測定を行うとの

記載はないが，再処理施

設は事業変更許可を踏襲

し，空間放射線量率を測

定することを説明してい

るため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当該記載は発電炉

の技術基準の要求

を受けた記載であ

るのに対し，再処

理施設の技術基準

規則第二十一条で

は要求がないた

め。 
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放射能観測車は，MOX 燃料加工施設と

共用する。また，気象観測設備（風向

風速計，日射計，放射収支計，雨量

計，温度計）の一部は，MOX 燃料加工施

設及び廃棄物管理施設と共用する。⑫-

7,8 

放射能観測車は，MOX 燃料加工施設と共

用するが，仕様及び運用を各施設で同

一とし，周辺監視区域及び敷地が同一

の区域であることにより，測定結果の

共有を図る設計とすることで，共用に

よって再処理施設の安全性を損なわな

い設計とする。また，気象観測設備

（風向風速計，日射計，放射収支計，

雨量計，温度計）の一部は，MOX 燃料加

工施設及び廃棄物管理施設と共用する

が，仕様及び運用を各施設で同一と

し，周辺監視区域及び敷地が同一の区

域であることにより，測定結果の共有

を図る設計とすることで，共用によっ

て再処理施設の安全性を損なわない設

計とする。⑫-7,8 

 

放射能観測車は，再処理施設及びＭＯ

Ｘ燃料加工施設の平常時及び事故時に敷

地周辺の空間放射線量率及び空気中の放

射性物質濃度を迅速に測定するための設

備であり，敷地が同一であることから，

ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，共用によ

って再処理施設の安全性を損なわない設

計とする。⑫-7【㉘P22から】 

 

また，気象観測設備は，再処理施設，

ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設

の敷地内において気象を観測するための

設備であり，敷地が同一であることか

ら，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理

施設と気象観測設備の一部を共用し，共

用によって再処理施設の安全性を損なわ

ない設計とする。⑫-8【㉙P22から】 

 

 

 

放射能観測車は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用する。また，気象観測設備の一部

は，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理

施設と共用する。⑫-7,8 

共用する放射能観測車及び気象観測設

備の一部は，仕様及び運用を各施設で同

一とし，周辺監視区域等が同一の区域で

あることにより，測定結果の共有を図る

設計とすることで，共用によって再処理

施設の安全性を損なわない設計とする。

⑫-7,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5 環境測定装置 

（試料分析関係設備に係る記載であるた
め中略） 
放射性気体廃棄物の放出管理，発電所

周辺の一般公衆の線量評価，一般気象デ

ータ収集及び発電用原子炉施設の外部の

状況を把握するための気象観測設備（東

海，東海第二発電所共用（以下同

じ。））を設け，計測結果を中央制御室

に表示できる設計とする。また，発電所

敷地内における風向及び風速の計測結果

を記録し，及び保存できる設計とする。 

気象観測設備は，東海発電所と共用す

るが，東海第二発電所及び東海発電所の

共通の対象である発電所周辺の放射線等

を監視，測定するために必要な仕様を満

足する設計とすることで，安全性を損な

わない設計とする。 

（重大事故等対処設備に係る記載である
ため中略） 
 

 

  

重大事故等時において，環境管理設

備の放射能観測車を可搬型重大事故等

対処設備として位置付け，敷地周辺の

空間放射線量率及び空気中の放射性物

質の濃度を迅速に測定し，及びその結

果を記録できるように，測定値を指示

する設計とする。 

重大事故等時において，環境管理設

備の気象観測設備（風向風速計，日射

計，放射収支計，雨量計）を常設重大

事故等対処設備として位置付け，敷地

内の風向，風速，日射量，放射収支量

及び雨量を観測し，及びその結果を記

録する設計とする。 

環境管理設備は，重大事故等時にお

いて，敷地内の気象条件，敷地周辺の

空間放射線量率及び空気中の放射性物

質の濃度をモニタリング対象とする。 

環境管理設備は，MOX 燃料加工施設と

共用する。 

MOX 燃料加工施設と共用する放射能観

測車は，再処理施設及び MOX燃料加工施

設における重大事故等対処を考慮し，

十分な容量及び台数を確保すること

で，共用によって重大事故等時の対処

に影響を及ぼさない設計とする。 

MOX 燃料加工施設と共用する気象観測

    

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当該記載は発電炉の技術基準の要求

を受けた記載であるのに対し，再処

理施設の技術基準規則第二十一条で

は要求がないため。 

 

【許可からの変更点】 

「周辺監視区域等」につい

て対象を明確にした。 
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設備（風向風速計，日射計，放射収支

計，雨量計）は，再処理施設及び MOX燃

料加工施設における重大事故等対処を

考慮し，十分な台数を確保すること

で，共用によって重大事故等時の対処

に影響を及ぼさない設計とする。 

内的事象を要因とする重大事故等が

発生した場合に対処に用いる環境管理

設備は，自然現象，人為事象，溢水及

び火災により機能が損なわれる場合，

代替設備による機能の確保又は修理等

の対応の手順を保安規定に定め管理す

ることにより重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

気象観測設備（風向風速計，日射

計，放射収支計，雨量計）は，安全機

能を有する施設として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備と

して使用することにより，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

屋外に保管する放射能観測車は，竜

巻により飛来物とならないよう必要に

応じて固縛等の措置をとることで他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

MOX 燃料加工施設と共用する気象観測

設備（風向風速計，日射計，放射収支

計，雨量計）は，敷地内において風

向，風速その他の気象条件を観測する

ために必要な計測範囲に対して十分な

容量を有する設計とするとともに，１

台を有する設計とする。 

MOX 燃料加工施設と共用する放射能観

測車は，敷地内において，空気中の放

射性物質の濃度及び線量を測定するた

めに必要なサンプリング量及び計測範

囲に対して十分な容量を有する設計と

するとともに，1 台を有する設計とす

る。 

 

屋外に保管する放射能観測車は，風

（台風）及び竜巻に対して，風（台

風）及び竜巻による風荷重を考慮し，

当該設備の転倒防止，固縛等の措置を

講じて保管する設計とする。 

気象観測設備（風向風速計，日射

計，放射収支計，雨量計）は内部発生

飛散物の影響を考慮し，再処理施設の

敷地内の露場の内部発生飛散物の影響

を受けない場所に設置することによ

り，重大事故等への対処に必要な機能
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を損なわない設計とする。 

環境管理設備は，通常時において，

重大事故等に対処するために必要な機

能を確認するため，校正，機能の確

認，性能の確認及び外観の確認が可能

な設計とする。 

また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。 

 

6.6 代替放射能観測設備 

重大事故等時において，放射能観測

車が機能喪失した場合に，その機能を

代替する代替放射能観測設備を可搬型

重大事故等対処設備として設ける設計

とする。 

代替放射能観測設備は，可搬型放射

能観測設備のガンマ線用サーベイメー

タ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーショ

ン）（ＳＡ），ガンマ線用サーベイメ

ータ（電離箱）（ＳＡ），中性子線用

サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・

ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及

び可搬型ダスト・よう素サンプラ（Ｓ

Ａ）で構成する。 

可搬型放射能観測設備は，空間放射

線量率及び空気中の放射性物質の濃度

を測定し，及びその結果を記録できる

ように，測定値を指示する設計とす

る。 

可搬型放射能観測設備は，MOX 燃料加

工施設と共用する。 

MOX 燃料加工施設と共用するガンマ線

用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シ

ンチレーション）（ＳＡ），ガンマ線

用サーベイメータ（電離箱）（Ｓ

Ａ），中性子線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）及びアルファ・ベータ線用サーベ

イメータ（ＳＡ）は，再処理施設及び

MOX 燃料加工施設における重大事故等対

処を考慮し，十分な容量及び台数を確

保することで，共用によって重大事故

等時の対処に影響を及ぼさない設計と

する。MOX 燃料加工施設と共用する可搬

型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）

は，再処理施設及び MOX燃料加工施設に

おける重大事故等対処を考慮し，十分

な台数を確保することで，共用によっ

て重大事故等時の対処に影響を及ぼさ

ない設計とする。 

可搬型放射能観測設備は，共通要因

によって放射能観測車と同時にその機
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能が損なわれるおそれがないように，

故障時のバックアップを含めて必要な

数量を放射能観測車が設置される環境

管理建屋近傍から 100ｍ以上の離隔距離

を確保した複数の外部保管エリアに分

散して保管することで位置的分散を図

る設計とする。 

MOX 燃料加工施設と共用する可搬型放

射能観測設備は，敷地内において，空

気中の放射性物質の濃度及び線量を測

定するために必要なサンプリング量及

び計測範囲を有する設計とするととも

に，ガンマ線用サーベイメータ（Ｎａ

Ｉ（Ｔｌ）シンチレーション）（Ｓ

Ａ），ガンマ線用サーベイメータ（電

離箱）（ＳＡ），中性子線用サーベイ

メータ（ＳＡ）及びアルファ・ベータ

線用サーベイメータ（ＳＡ）の保有数

は，必要数及び予備として故障時のバ

ックアップを含め十分な台数を確保す

る設計とし，可搬型ダスト・よう素サ

ンプラ（ＳＡ）の保有数は，必要数と

して１台，予備として故障時のバック

アップを１台の合計２台以上を確保す

る設計とする。 

地震を要因とする重大事故等が発生

した場合に対処に用いる可搬型放射能

観測設備は，「９．２ 重大事故等対

処設備」の「９．２．７ 地震を要因

とする重大事故等に対する施設の耐震

設計」に基づく設計とすることで重大

事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

可搬型放射能観測設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる第１保

管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所

に保管し，風（台風）等により重大事

故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。 

可搬型放射能観測設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，第１保管庫・

貯水所及び第２保管庫・貯水所の内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保

管することにより，重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

可搬型放射能観測設備は，通常時に

おいて，重大事故等に対処するために

必要な機能を確認するため，校正，機

能の確認，性能の確認及び外観の確認

が可能な設計とする。 
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また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。 

 

6.7 代替気象観測設備 

重大事故等時において，気象観測設

備が機能喪失した場合に，その機能を

代替する代替気象観測設備を可搬型重

大事故等対処設備として設ける設計と

する。 

代替気象観測設備は，可搬型気象観

測設備，可搬型気象観測用データ伝送

装置，可搬型データ表示装置，可搬型

気象観測用発電機，可搬型風向風速計

及び監視測定用運搬車で構成する。 

可搬型データ表示装置は代替排気モ

ニタリング設備と兼用する設計とす

る。 

監視測定用運搬車は代替排気モニタ

リング設備と兼用する設計とする。 

 

可搬型気象観測設備，可搬型気象観

測用データ伝送装置及び可搬型気象観

測用発電機は，MOX 燃料加工施設と共用

する。 

MOX 燃料加工施設と共用する可搬型気

象観測設備及び可搬型気象観測用デー

タ伝送装置は，再処理施設及び MOX燃料

加工施設における重大事故等対処を考

慮し，十分な台数を確保することで，

共用によって重大事故等時の対処に影

響を及ぼさない設計とする。MOX 燃料加

工施設と共用する可搬型気象観測用発

電機は，再処理施設及び MOX燃料加工施

設における重大事故等対処を考慮し，

十分な容量及び台数を確保すること

で，共用によって重大事故等時の対処

に影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型気象観測設備，可搬型気象観

測用データ伝送装置及び可搬型気象観

測用発電機は，共通要因によって気象

観測設備と同時にその機能が損なわれ

るおそれがないように，故障時のバッ

クアップを含めて必要な数量を，気象

観測設備が設置される再処理施設の敷

地内の露場から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した複数の外部保管エリアに分散

して保管することで位置的分散を図る

設計とする。可搬型風向風速計は，共

通要因によって気象観測設備と同時に

その機能が損なわれるおそれがないよ

うに，故障時のバックアップを含めて
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必要な数量を，気象観測設備が設置さ

れる再処理施設の敷地内の露場から 100

ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外

部保管エリアに分散して保管するとと

もに，主排気筒管理建屋にも保管する

ことで位置的分散を図る設計とする。 

MOX 燃料加工施設と共用する可搬型気

象観測設備は，敷地内において風向，

風速その他の気象条件を観測できる設

計とするとともに，保有数は，必要数

として１台，予備として故障時及び点

検保守による待機除外時のバックアッ

プを２台の合計３台以上を確保する設

計とする。 

MOX 燃料加工施設と共用する可搬型気

象観測用データ伝送装置は，可搬型気

象観測設備の観測値を衛星通信により

中央制御室及び緊急時対策所に伝送で

きる設計とするとともに，保有数は，

必要数として１台，予備として故障時

のバックアップを１台の合計２台以上

を確保する設計とする。 

MOX 燃料加工施設と共用する可搬型気

象観測用発電機は，可搬型気象観測設

備及び可搬型気象観測用データ伝送装

置に給電できる容量を有する設計とす

るとともに，保有数は，必要数並びに

予備として故障時及び点検保守による

待機除外時のバックアップを含め十分

な台数を確保する設計とする。 

可搬型風向風速計は，敷地内におい

て風向及び風速を観測できる設計とす

るとともに，保有数は，必要数として

１台，予備として故障時及び点検保守

による待機除外時のバックアップを２

台の合計３台以上を確保する設計とす

る。 

地震を要因とする重大事故等が発生

した場合に対処に用いる代替気象観測

設備は，「９．２ 重大事故等対処設

備」の「９．２．７ 地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることで重大事

故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。 

代替気象観測設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる主排気筒管

理建屋，第１保管庫・貯水所及び第２

保管庫・貯水所に保管し，風（台風）

等により重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。 
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代替気象観測設備は，内部発生飛散

物の影響を考慮し，主排気筒管理建

屋，第１保管庫・貯水所及び第２保管

庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を

受けない場所に保管することにより，

重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

可搬型気象観測設備及び可搬型風向

風速計は，通常時において，重大事故

等に対処するために必要な機能を確認

するため，校正，機能の確認，性能の

確認及び外観の確認が可能な設計とす

る。 

また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。 

可搬型気象観測用データ伝送装置及

び可搬型気象観測用発電機は，通常時

において，重大事故等に対処するため

に必要な機能を確認するため，機能の

確認，性能の確認及び外観の確認が可

能な設計とする。 

また，当該機能を健全に維持するた

め，取替え等が可能な設計とする。 

 

6.8 環境モニタリング用代替電源設備 

重大事故等時において，非常用所内

電源系統から環境モニタリング設備へ

の給電が喪失した場合に，代替電源か

ら給電するため，環境モニタリング用

代替電源設備を可搬型重大事故等対処

設備として設ける設計とする。 

環境モニタリング用代替電源設備

は，環境モニタリング用可搬型発電機

及び監視測定用運搬車で構成する。 

監視測定用運搬車は代替排気モニタ

リング設備と兼用する設計とする。 

環境モニタリング用可搬型発電機

は，MOX燃料加工施設と共用する。 

MOX 燃料加工施設と共用する環境モニ

タリング用可搬型発電機は，再処理施

設及び MOX燃料加工施設における重大事

故等対処を考慮し，十分な容量及び台

数を確保することで，共用によって重

大事故等時の対処に影響を及ぼさない

設計とする。 

環境モニタリング用可搬型発電機

は，共通要因によって環境モニタリン

グ設備と同時にその機能が損なわれる

おそれがないように，故障時のバック

アップを含めて必要な数量を環境モニ

タリング設備が設置される周辺監視区
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
域境界付近から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した複数の外部保管エリアに分散

して保管することで位置的分散を図る

設計とする。 

MOX 燃料加工施設と共用する環境モニ

タリング用可搬型発電機は，環境モニ

タリング設備に給電できる容量を有す

る設計とするとともに，保有数は，必

要数並びに予備として故障時及び点検

保守による待機除外時のバックアップ

を含め十分な台数を確保する設計とす

る。 

地震を要因とする重大事故等が発生

した場合に対処に用いる環境モニタリ

ング用可搬型発電機は，「９．２ 重

大事故等対処設備」の「９．２．７ 

地震を要因とする重大事故等に対する

施設の耐震設計」に基づく設計とする

ことで重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。 

環境モニタリング用可搬型発電機

は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる第１保管庫・貯水所及び第２保

管庫・貯水所に保管し，風（台風）等

により重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。 

環境モニタリング用可搬型発電機

は，内部発生飛散物の影響を考慮し，

第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・

貯水所の内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に保管することにより，重大

事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

環境モニタリング用可搬型発電機

は，環境モニタリング設備と容易かつ

確実に接続できるよう，ケーブルはボ

ルト・ネジ接続又はより簡便な接続方

式を用いる設計とする。 

環境モニタリング用可搬型発電機

は，通常時において，重大事故等に対

処するために必要な機能を確認するた

め，機能の確認，性能の確認及び外観

の確認が可能な設計とする。 

また，当該機能を健全に維持するた

め，取替え等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

1495



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十一条（放射線管理施設）（65 / 71） 

 

 

  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9 個人管理用設備 

放射線業務従事者等の線量評価のた

めの個人管理用設備として，個人線量

計を配備し，及びホールボディカウン

タを設置する設計とする。⑦-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人線量計及びホールボディカウン

タは，MOX 燃料加工施設及び廃棄物管理

施設と共用する。⑫-3 

個人線量計及びホールボディカウン

タは，MOX 燃料加工施設及び廃棄物管理

施設と共用するが，仕様及び運用を各

施設で統一し，必要な個数を確保する

設計とすることで，共用によって再処

理施設の安全性を損なわない設計とす

る。⑫-3 

 

 

放射線業務従事者等の線量評価のた

め，個人線量計及びホールボディカウン

タを備える。⑦-6【⑰P8から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人線量計及びホールボディカウンタ

は，再処理施設，ＭＯＸ燃料加工施設及

び廃棄物管理施設の放射線業務従事者等

の線量評価のための設備であり，ＭＯＸ

燃料加工施設及び廃棄物管理施設と共用

し，共用によって再処理施設の安全性を

損なわない設計とする。⑫-3 

【⑱P8から】 

 

8.1.4.5 個人管理用設備 

放射線業務従事者等の線量管理のた

め，外部被ばくに係る線量当量を測定す

る個人線量計と，内部被ばくによる線量

を評価するためのホールボディカウンタ

を備える。◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

個人線量計及びホールボディカウンタ

は，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理

施設と共用する。⑫-3 

共用する個人線量計及びホールボディ

カウンタは，仕様及び運用を各施設で統

一し，必要な個数を確保する設計とする

ことで，共用によって再処理施設の安全

性を損なわない設計とする。⑫-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.10 出入管理関係設備 

放射線業務従事者等の管理区域の出

入管理並びに汚染管理及び除染のため

の出入管理関係設備として，出入管理

設備及び汚染管理設備を設置する設計

とする。⑦-3 

 

再処理施設の管理区域への出入り

は，原則として出入管理設備を設けた

出入管理室を通る設計とする。⑦-4 

 

 

 

 

出入管理設備の一部は，廃棄物管理

施設と共用する。⑫-1 

出入管理設備の一部は廃棄物管理施

設と共用するが，仕様及び出入管理に

係る運用を各施設で同一とする設計と

することで，共用によって再処理施設

の安全性を損なわない設計とする。⑫-

1 

 

 

 

 

放射線業務従事者等の管理区域の出入

管理のための出入管理設備並びに汚染管

理及び除染のための汚染管理設備を設け

る。⑦-3【⑦P6から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理区域への出入管理に用いる出入管

理設備は廃棄物管理施設と共用し，共用

によって再処理施設の安全性を損なわな

い設計とする。⑫-1【⑧P6から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設の管理区域への立入りは，原

則としてゲート等の【◇2 】出入管理設備

を設けた出入管理室を通る設計とし【⑦

-4】，ここで放射線業務従事者等の出入

管理及び物品類の搬出入管理を行う。◇2  

【⑨P6から】 

 

出入管理設備の一部は，廃棄物管理施

設と共用する。⑫-1【⑩P6から】 

共用する出入管理設備の仕様及び出入

管理に係る運用を各施設で同一とする設

計とすることで，共用によって再処理施

設の安全性を損なわない設計とする。⑫

-1【⑪P6から】 

第２章  個別項目 

1.  放射線管理施設 

1.1  放射線管理用計測装置 

（設備構成及び当社基本設計方針の各設
備において記載するため中略） 

出入管理室（東海，東海第二発電所共用

（以下同じ。））には，放射線業務従事

者及び一時立入者の出入管理，汚染管理

のための測定機器等を設ける。 

（当社基本設計方針の各設備において記
載するため中略） 
 
 出入管理室は，東海発電所と共用する

が，東海第二発電所及び東海発電所の共

通の対象である管理区域の出入管理及び

被ばく線量の監視をするために必要な仕

様を満足する設計とすることで，安全性

を損なわない設計とする。 

（重大事故等対処設備に係る記載である
ため中略） 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の基本設計方針では

個人管理用設備に関しての

記載はないが，再処理施設

は事業変更許可の記載を踏

襲し，個人管理用設備の設

計を説明しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の基本設計方針で

は，出入管理等の設置につ

いてのみ説明しているが，

再処理施設は事業変更許可

の記載を踏襲し，管理区域

への立入りに関する設計に

ついて説明しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では個人管理用設備

は共用していないため。 

【許可からの変更点】 

管理区域からの退出にも用い

ることを明確化した。 

【許可からの変更点】 

他設備に合わせ，表現を見

直した。 

【許可からの変更点】 

他設備に合わせ，表現を見

直した。 
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   8.1.4.6 その他の設備 

放射線監視設備及び機器を定期的に点

検校正し計測器の信頼度を維持するため

に，必要な機器を設ける。◇2  

また，平常時及び事故時の放射線防護

に必要な防護衣，呼吸器，防護マスク等

の防護具類を備える。◇2  

 

8.1.5 試験・検査 

出入管理関係設備，試料分析関係設備，

放射線監視設備等は，定期的に検査及び

校正を行うことによりその健全性を確認

する◇2  

 

  

   8.1.6 評価 

 (１) 放射線業務従事者等の管理区域への

出入り及び物品の管理区域への搬出

入に対して，出入管理設備，汚染管

理設備，個人管理用設備，放射線サ

ーベイ機器及び放射能測定設備を設

けているので，出入管理，汚染管理

及び放射線業務従事者等の被ばく管

理を行うことができる。◇1  

(２) 屋内モニタリング設備，屋外モニタ

リング設備，放射線サーベイ機器，

放出管理分析設備，放射能測定設備

及び環境試料測定設備を設けている

ので，再処理施設内外の線量当量

率，空気中の放射性物質の濃度及び

表面の放射性物質の密度を測定，監

視することができる。◇1  

(３) 放射線監視設備からの主要な情報

は，中央制御室において集中して監

視できるとともに，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室にお

いても，必要なモニタリング設備の

監視ができる設計としている。◇1  

(４) 放射性物質の環境放出管理に係る主

排気筒及び北換気筒の排気筒モニタ

は，多重性を考慮した設計としてい

る。◇4  

(５) 万一の事故に備えて，放射線サーベ

イ機器等の必要な放射線計測器及び

防護具類を備えている。◇1 ◇2  

(６) 事故時に必要な放射線監視設備は，

「発電用軽水型原子炉施設における

事故時の放射線計測に関する審査指

針（昭和56年７月23日原子力安全委

員会決定）」を参考として，事故時

に必要な線量当量率，放射性物質の
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
濃度に関する情報を得られる設計と

している。◇4  

(７) 平常時の放射性物質の放出に係る排

気モニタリング設備，排水サンプリ

ング設備及び放出管理分析設備は，

「発電用軽水型原子炉施設における

放出放射性物質の測定に関する指針

（昭和53年９月29日原子力委員会決

定）」を参考にして計測方法及び試

料採取方法を定め，環境に放出され

る放射性物質の濃度及び量を測定で

きる設計としている。◇4  

(８) 放射線管理施設のうち使用済燃料の

受入れ及び貯蔵に係る設備は，再処

理設備本体の運転開始に先立ち使用

できる設計としている。◇3  

(９) 環境モニタリング設備のモニタリン

グポスト及びダストモニタは，非常

用所内電源系統に接続するととも

に，伝送は多様性を有する設計とし

ている。◇1  

(10) 廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工

施設と共用する放射線管理施設は，

仕様及び運用を各施設で同一とする

設計とし，六ヶ所保障措置分析所と

共用する放射線管理施設は，分析建

屋及び六ヶ所保障措置分析所の放射

線管理施設の機能に必要な容量を確

保する設計とすることで，共用によ

って再処理施設の安全性を損なわな

い。⑫-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫-9（P31へ） 

   1.9.23 放射線管理施設 

 

（放射線管理施設） 

第二十三条  工場等には、放射線から放

射線業務従事者を防護するため，放射

線管理施設を設けなければならない。 

２  放射線管理施設には，放射線管理に

必要な情報を制御室その他当該情報を

伝達する必要がある場所に表示できる

設備（安全機能を有する施設に属する

ものに限る。）を設けなければならな

い。 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

放射線業務従事者等の出入管理，個人

被ばく管理及び汚染管理を行うため，管

理区域への出入管理を行う出入管理設

備，外部被ばくに係る線量当量を測定す
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
る個人線量計及び内部被ばくによる線量

の評価に用いるホールボディカウンタ並

びに管理区域への出入りに伴う汚染管理

及び除染を行う汚染管理設備を設ける設

計とする。◇4  

 

   第２項について 

再処理施設の放射線監視のため，屋内モ

ニタリング設備のうちエリアモニタ及び

ダストモニタは，その測定値を中央制御

室において表示及び記録し【⑧-5】，放

射線レベル又は放射能レベルがあらかじ

め設定した値を超えたときは，中央制御

室及び必要な箇所において警報を発する

設計とする。【⑬-1】また，屋内モニタ

リング設備のうちエリアモニタ及びダス

トモニタの測定値は，緊急時対策所にお

いて表示する設計とする。【⑧-5】使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室においても必要なエリアモニタ及びダ

ストモニタの表示及び記録を行い【⑧-

5】，放射線レベル又は放射能レベルが

あらかじめ設定した値を超えたときは，

警報を発する【⑬-2】設計とする。②-

4,⑤-8,⑧-5 

また，放射線業務従事者等が頻繁に立

ち入る箇所については定期的及び必要の

都度，サーベイメータによる外部放射線

に係る線量当量率，サンプリング等によ

る空気中の放射性物質の濃度及び床，壁

その他人の触れるおそれのある物の表面

の放射性物質の密度の測定を行い，管理

区域入口付近又は管理区域を有する建屋

入口付近に表示する設計とする。放射線

管理用試料の放射能を測定するため，核

種分析装置等の放射線測定設備を設ける

設計とする。◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

⑧-5（P30へ） 

 

 

 

⑬-1（P30へ） 

 

 

⑧-5（P30へ） 

 

 

⑧-5（P30へ） 

 

 

⑬-2（P30へ） 

②-4,⑤-8,⑧-5（P30

へ） 
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   1.9.24 監視設備 

（監視設備） 

第二十四条  再処理施設には、運転時、

停止時、運転時の異常な過渡変化時及び

設計基準事故時において、当該再処理施

設及びその境界付近における放射性物質

の濃度及び線量を監視し、及び測定し、

並びに設計基準事故時における迅速な対

応のために必要な情報を制御室その他当

該情報を伝達する必要がある場所に表示

できる設備（安全機能を有する施設に属

するものに限る。）を設けなければなら

ない。 

 

  

   適合のための設計方針 

再処理施設の運転時，停止時，運転時

の異常な過渡変化時及び設計基準事故時

において，再処理施設から放出される放

射性物質の濃度や，周辺監視区域境界付

近における空間放射線量率及び空気中の

放射性物質の濃度を監視し，及び測定す

るため，排気モニタリング設備，排水モ

ニタリング設備及び環境モニタリング設

備を設けるとともに，放出管理分析設備

及び環境試料測定設備を備える設計とす

る。また，設計基準事故時における迅速

な対応のため，排気モニタリング設備及

び環境モニタリング設備の測定値を中央

制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室及び緊急時対策所に表示

する設計とする。◇1  

運転時及び停止時に再処理施設から放

出される放射性物質の濃度の監視及び測

定については，「発電用軽水型原子炉施

設における放出放射性物質の測定に関す

る指針（昭和 53年９月 29日原子力委員

会決定）」を参考とした設計とする。ま

た，設計基準事故時に監視及び測定する

ための設備は，「発電用軽水型原子炉施

設における事故時の放射線計測に関する

審査指針（昭和 56年７月 23日原子力安

全委員会決定）」を参考とした設計とす

る。◇4  

 

(１) 再処理施設から放出される放射性

物質の濃度の監視及び測定 

気体廃棄物の放出経路となる主排気

筒，北換気筒及び低レベル廃棄物処理建

屋換気筒には，放出される放射性物質の

濃度を監視及び測定するため，排気モニ
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
タリング設備として排気筒モニタ及び排

気サンプリング設備を設ける設計とす

る。◇4  

液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液

処理設備には，放出される放射性物質の

濃度を監視及び測定するため，排水モニ

タリング設備として排水サンプリング設

備を設ける設計とする。◇4  

気体廃棄物及び液体廃棄物の放出に係

る試料の分析及び放射能測定を行うた

め，放出管理分析設備を備える設計とす

る。◇1  

 

   排気筒モニタは，設計基準事故時にお

ける迅速な対応のため，その測定値を中

央制御室において表示及び記録し【⑧-

6】，放射能レベルがあらかじめ設定し

た値を超えたときは，警報を発する設計

とする。【⑬-3】また，排気筒モニタの

測定値は，緊急時対策所において表示す

る設計とする。【⑧-6】使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室において

も必要な排気筒モニタの表示及び記録を

行い【⑧-6】，放射能レベルがあらかじ

め設定した値を超えたときは，警報を発

する設計とする。⑬-4 

  

 

⑧-6（P32へ） 

 

 

⑬-3（P32へ） 

 

⑧-6（P32へ） 

 

 

⑧-6（P32へ） 

 

⑬-4（P32へ） 

   (２) 周辺監視区域境界付近における空

間放射線量率等の監視及び測定 

再処理施設の周辺監視区域境界付近に

は，空間放射線量率及び空気中の放射性

物質の濃度を監視及び測定するため，環

境モニタリング設備として積算線量計，

モニタリングポスト及びダストモニタを

設ける設計とする。◇1  

周辺監視区域境界付近で採取した試料

の放射能測定を行うため，環境試料測定

設備を備える設計とする。◇1  

モニタリングポスト及びダストモニタ

は，設計基準事故時における迅速な対応

のため，その測定値を中央制御室及び使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室において表示及び記録し，空間放射

線量率又は放射能レベルがあらかじめ設

定した値を超えたときは，警報を発する

設計とする。モニタリングポスト及びダ

ストモニタの測定値は，緊急時対策所に

おいて表示する設計とする。また，モニ

タリングポスト及びダストモニタを設置

する場所から中央制御室及び緊急時対策

所への伝送は，有線及び無線により，多

様性を有する設計とする。◇1  
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  技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
モニタリングポスト及びダストモニタ

は，電源復旧までの期間の電源を確保す

るため，非常用所内電源系統に接続する

設計とする。さらに，モニタリングポス

ト及びダストモニタは，短時間の停電時

に電源を確保するため，専用の無停電電

源装置を有する設計とする。◇1  

平常時及び事故時に敷地周辺の空間放

射線量率及び空気中の放射性物質濃度を

迅速に測定するため，空間放射線量率測

定器，中性子線用サーベイメータ，ダス

トサンプラ，よう素サンプラ及び放射能

測定器を搭載した無線通話装置付きの放

射能観測車を備えるとともに，敷地周辺

の公衆の線量評価に資するため，敷地内

の気象観測設備により風向，風速その他

の気象条件を測定及び記録できる設計と

する。◇4  

 

   2.3.27 主排気筒管理建屋 

主排気筒管理建屋は，放射線管理施設

の排気モニタリング設備の一部等を収納

する。◇9  

 主要構造は，鉄骨鉄筋コンクリート造

で，地上１階（地上高さ約４ｍ）,平面

が約 13ｍ（南北方向）×約 26ｍ（東西

方向）の建物であり，堅固な基礎版上に

設置する。◇1 ◇7  

 主排気筒管理建屋機器配置図を第 2.3

－137図に示す。◇6  
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第二十一条（放射線管理施設） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

① 

線量当量率，放射性物質の濃度

などの計測に係る放射線管理

施設に関する設計の方針 

技術基準の要求事項を受けている

内容 
１項 － b,c 

② 

放射線遮蔽物の側壁の線量当

量率の計測に係る設備に関す

る設計の方針 

技術基準の要求事項を受けている

内容 
１項１号 － b 

③ 

排気口等における排気中の放

射性物質の濃度の計測に係る

設備に関する設計の方針 

技術基準の要求事項を受けている

内容 
１項２号 － b,c 

④ 

排水口等における排水中の放

射性物質の濃度の計測に係る

設備に関する設計の方針 

技術基準の要求事項を受けている

内容 
１項３号 － b,c 

⑤ 

管理区域における外部放射線

に係る線量当量率，空気中の放

射性物質の濃度及び放射性物

質によって汚染された物の表

面の放射性物質の密度の計測

に係る設備に関する設計の方

針 

技術基準の要求事項を受けている

内容 
１項４号 － b,c 

⑥ 

周辺監視区域における外部放

射線に係る線量当量の計測に

係る設備に関する設計の方針 

技術基準の要求事項を受けている

内容 
１項５号 － b 

⑦ 

放射線業務従事者の出入管理，

汚染管理，除染，線量管理等に

係る設備に関する設計の方針 

許可事項の展開 － － c 

⑧ 

必要な情報を制御室その他当

該情報を伝達する必要がある

場所に表示するための運用及

び設計の方針 

許可事項の展開 － － b,c 

⑨ 

再処理施設及びその境界付近

における放射性物質の濃度及

び線量の監視及び測定に係る

設計の方針 

許可事項の展開 － － b,c 

⑩ 
モニタリングポストに係る新

規要求事項 
許可事項の展開 － － b 

⑪ 

その他の臨界防止に関する設

計（臨界警報装置の設置）に関

する事項 

許可事項の展開 
－ 

（４条３項） 
－ b 
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⑫ 
共用に関する記載（安全機能を

有する施設） 

16条「安全機能を有する施設」の

共用に係る要求を受けている内容 

－ 

（ 16 条５項） 
－ a 

⑬ 

放射性廃棄物の排気口又はこ

れに近接する箇所における排

気中の放射性物質の濃度若し

くは管理区域における外部放

射線に係る原子力規制委員会

の定める線量当量が著しく上

昇したときに，これらを確実に

検知して速やかに警報する設

備を設けることに関する事項 

許可事項の展開 
－ 

（ 20 条２項） 
－ b 

⑭ 
試験・検査性の確保に関する内

容 

技術基準規則（第 16条）に基づく

共通設計方針として考慮する事

項。 

－ 

（ 16 条２項） 
－ a 

⑮ 
保安電源設備に関する事項（第

29条関連） 

放射線監視設備の外部電源喪失に

関する設計方針として記載する。 

－ 

（29条） 
－ ｆ 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  重大事故等対処設備の内容 
技術基準規則第 49条「監視測定設備」で説明するため記

載しない。 
－ 

□2  手順等 
保安規定に管理することを定め，手順等については基本

設計方針に記載しない。 
－ 

□3  設備仕様 仕様表に記載する項目であるため，記載しない。 － 

□4  一般事項 
一般事項であるため，基本設計方針に記載しない。（図面

の呼び込み，記載箇所の呼び込み等） 
－ 

□5  
他条文で展開する事項（第 23

条） 

第 23条「制御室等」にて，説明する内容のため記載しな

い。 
ｄ 

□6  
他条文で展開する事項（第 30

条） 

第 30条「緊急時対策所」にて，説明する内容のため記載

しない。 
ｅ 

□7  
他条文で展開する事項（第 29

条） 

第 29条「保安電源設備」にて，説明する内容のため記載

しない。 
ｆ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）の記載と重複する

内容であるため，記載しない。 
－ 

◇2  手順等 
保安規定（運転管理，施設管理）で担保する事項である

ことから，基本設計方針に記載しない。 
－ 

◇3  先行施設での使用宣言 

新基準を踏まえた変更においては使用済燃料受入れ・貯

蔵施設及び本体施設は同時認可（しゅん工）となるため，

記載しない 

－ 
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◇4  添付書類記載内容 

設備の構成と仕様に関する事項及び設備の詳細に関する

事項は、設工認添付書類に記載するため基本設計方針に

は記載しない。 

b 

◇5  添付書類記載内容 

設備の構成と仕様に関する事項及び設備の詳細に関する

事項は、設工認添付書類に記載するため基本設計方針に

は記載しない。 

c 

◇6  一般事項 
一般事項であるため，基本設計方針に記載しない。（図面

の呼び込み，記載箇所の呼び込み等） 
－ 

◇7  設備仕様 仕様表にて記載する。 － 

◇8  
他条文で展開する事項（第８

条） 

外部火災発生時の環境モニタリング設備への対応につい

ては、外部火災に関する事項であるため、技術基準規則 

第８条「外部からの衝撃による損傷の防止」で説明する。 

－ 

◇9  建屋が収納する設備 各個別項目で展開する。 － 

４．添付書類等 

№ 書類名 

ａ 
Ⅵ－１－１－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全

性に関する説明書 

ｂ 
Ⅵ－１－４－１ 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説

明書 

ｃ 
Ⅵ－１－４－２ 管理区域の出入管理関係設備並びに試料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に

関する説明書 

ｄ Ⅵ－１－５－１－１ 制御室の機能に関する説明書 

ｅ Ⅵ－１－５－１－２ 緊急時対策所の機能に関する説明書 

ｆ Ⅵ－１－８－１－２ 保安電源設備の健全性に関する説明書 
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別紙１② 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十二条 （安全保護回路）（1 / 11） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（安全保護回路） 

第二十二条 再処理施設に

は、安全保護回路が設けられ

ていなければならない。 

①,⑨,⑩ 

２ 安全保護回路は、次に掲

げるところによるものでなけ

ればならない。 

一 運転時の異常な過渡変化

及び設計基準事故が発生し

た場合において、これらの

異常な状態を検知し、これ

らの核的、熱的及び化学的

制限値を超えないようにす

るための設備の作動を速や

かに、かつ、自動的に開始

させるものとすること。 

②,⑧,⑪ 

 

二 火災、爆発その他の再処

理施設の安全性を著しく損

なうおそれが生じたとき

に、これらを抑制し、又は

防止するための設備（前号

に規定するものを除く。）

の作動を速やかに、かつ、

自動的に開始させるものと

すること。③,⑧,⑪ 

 

 

 

 

 

三 系統を構成する機械若し

くは器具又はチャンネル

は、単一故障（事業指定基

準規則第十五条第二項に規

定する単一故障をいう。第

二十九条第五項において同

じ。）が起きた場合又は使

用状態からの単一の取り外

しを行った場合において、

安全保護機能を失わないよ

う、多重性を確保するこ

と。④ 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 個別項目 

4. 計測制御系統施設 

4.2 安全保護回路 

 

 

 

再処理施設には計測制御系統施設と

して，安全保護回路を設ける設計とす

る。①,⑨-1 

 

 

 

 

 

 

 

安全保護回路は，運転時の異常な過

渡変化及び設計基準事故が発生した場

合において，これらの異常な状態を検

知し，これらの核的，熱的及び化学的

制限値を超えないようにするための設

備並びに火災，爆発その他の再処理施

設の安全性を著しく損なうおそれが生

じたときに，これらを抑制し，又は防

止するための設備の作動を速やかに，

かつ，自動で開始させる設計とする。

②-1,2,③-1,2,⑧,⑪ 

 

 

 

 

 

 

安全保護回路を構成する機械若しく

は器具又はチャンネルは，単一故障が

起きた場合において，安全保護機能を

失わないよう，多重性又は多様性を確

保する設計とする。④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ⅰ) 安全機能を有する施設 

(ｋ) 安全保護回路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全保護回路は，運転時の異常な過渡

変化及び設計基準事故が発生した場合に

おいて，これらの異常な状態を検知し，

これらの核的，熱的及び化学的制限値を

超えないようにするための設備並びに火

災，爆発その他の再処理施設の安全性を

著しく損なうおそれが生じたときに，こ

れらを抑制し，又は防止するための設備

の作動を速やかに，かつ，自動で開始さ

せる設計とする。②-1,③-1,⑧,⑪ 

 

計測制御系統施設の一部を安全保護回

路と共用する場合であって，単一故障が

生じた場合においても，当該安全保護回

路の安全保護機能が失われない設計とす

る。⑦-1,⑨-2 

 

ヘ．計測制御系統施設の設備 

(２) 主要な安全保護回路の種類 

(ⅰ) 設計基準対象の施設 

運転時の異常な過渡変化及び設計基

準事故が発生した場合において，これ

らの異常を検知し，これらの核的，熱

的及び化学的制限値を超えないように

するための設備並びに火災，爆発その

他の再処理施設の安全性を著しく損な

うおそれが生じたときに，これらを抑

制し，又は防止するための設備の作動

を速やかに，かつ，自動で開始させる

安全保護回路は，【②-2,③-2】以下

の(ａ)～(ｏ)で構成する。【□1 】これ

らの安全保護回路の系統概要図を第

20 図～第 34 図に示す。□2  

 

(ａ) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル

1.9 再処理施設に関する「再処理施設

の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則」への適合性 

1.9.1 概  要 

1.9.19 安全保護回路 

（安全保護回路） 

第十九条 再処理施設には、次に掲げる

ところにより、安全保護回路（安全機能

を有する施設に属するものに限る。以下

この条において同じ。）を設けなければ

ならない。  

一 運転時の異常な過渡変化及び設計基

準事故が発生した場合において、これ

らの異常な状態を検知し、これらの核

的、熱的及び化学的制限値を超えない

ようにするための設備の作動を速やか

に、かつ、自動的に開始させるものと

すること。 

二 火災、爆発その他の再処理施設の安

全性を著しく損なうおそれが生じたと

きに、これらを抑制し、又は防止する

ための設備（前号に規定するものを除

く。）の作動を速やかに、かつ、自動

的に開始させるものとすること。 

三 計測制御系統施設の一部を安全保護

回路と共用する場合であって、単一故

障が生じた場合においても当該安全保

護回路の安全保護機能が失われないも

のとすること。 

 

適合のための設計方針 

第一号について 

運転時の異常な過渡変化及び設計基準

事故が発生した場合において，これらの

異常な状態を検知し，これらの核的，熱

的及び化学的制限値を超えないよう，温

度計により液体廃棄物の廃棄施設の高レ

ベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度を計測し，

加熱蒸気温度高により加熱蒸気遮断を目

的とした弁が閉となり工程停止となる機

能を有する設備等の作動を速やかに，か

つ，自動で開始させる設計とする。◇3  

 

 

第二号について 

火災，爆発その他の再処理施設の安全

性を著しく損なうおそれが生じたとき

に，これらを抑制し，防止するため，交

流不足電圧継電器により外部電源喪失を

検知し，建屋給気閉止ダンパを閉止する

機能を有する設備等（第一号に規定する

第２章 個別項目 

計測制御系統施設 

3. 安全保護装置等 

3.1 安全保護装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 安全保護装置の機能及び構成 

安全保護装置は，運転時の異常な過

渡変化が発生する場合又は地震の発生

により発電用原子炉の運転に支障が生

ずる場合において，その異常な状態を

検知し及び原子炉緊急停止系その他系

統と併せて機能することにより，燃料

要素の許容損傷限界を超えないように

できるものとするとともに，設計基準

事故が発生する場合において，その異

常な状態を検知し，原子炉緊急停止系

及び工学的安全施設を自動的に作動さ

せる設計とする。 

 

運転時の異常な過渡変化及び設計基

準事故時に対処し得る複数の原子炉緊

急停止信号及び工学的安全施設作動信

号を設ける設計とする。 

 

なお，安全保護装置は設置（変更）

許可を受けた運転時の異常な過渡変化

の評価の条件を満足する設計とする。 

 

安全保護装置を構成する機械若しく

は器具又はチャンネルは，単一故障が

起きた場合又は使用状態からの単一の

取り外しを行った場合において，安全

保護機能を失わないよう，多重性を確

保する設計とする。 

 

 

安全保護装置を構成するチャンネル

は，それぞれ互いに分離し，それぞれ

のチャンネル間において安全保護機能

を失わないよう物理的，電気的に分離

し，独立性を確保する設計とする。 

また，各チャンネルの電源は，分

離，独立した母線から供給する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-1（P3へ） 

⑨-2（P3へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④（P5から） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の安全保護回路は使用状態からの

単一の取り外しを行う設計としていないこと

及び多様性も確保することとしていることか

ら，設備構成に差異があるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の技術基準規則 

解釈の第三十五条第 2 項

に対する展開であり，再

処理施設の技術基準規則 

第二十二条とは要求が異

なっており，法令要求に

差異があるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の技術基準規則 

解釈の第三十五条第 1 項

に対する展開であり，再

処理施設の技術基準規則 

第二十二条とは要求が異

なっており，法令要求に

差異があるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では運転時の

異常な過渡変化及び設計

基準事故時に期待する回

路として，複数の信号に

よって作動する回路がな

く，設備構成に差異があ

るため。 

【許可からの変更点】 

技術基準規則 第二十二条第 2項第三号の要求

事項に対する基本設計方針を記載しており，要

求事項に対する設計を明確化した。 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

  ：発電炉との差異の理由    ：許可からの変更点等 

【凡例】 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則 第二十二条第 1項の「安

全保護回路が設けられていなければなら

ない」という記載に対する展開として，

安全保護回路の設置について記載した。 

【許可からの変更点】 

技術基準規則 第二十二条第 1項の要求事項

に対する基本設計方針を記載しており，要求

事項に対する設計を明確化した。 
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別紙１② 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十二条 （安全保護回路）（2 / 11） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
四 駆動源の喪失、系統の遮

断その他の不利な状況が生

じた場合においても、再処

理施設をより安全な状態に

移行し、又は当該状態を維

持することにより、再処理

施設の安全上支障がない状

態を維持できるものである

こと。⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五 不正アクセス行為その他

の電子計算機に使用目的に

沿うべき動作をさせず、又

は使用目的に反する動作を

させる行為による被害を防

止するために必要な措置を

講ずること。⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全保護回路は，駆動源の喪失，系

統の遮断その他の不利な状況が発生し

た場合においても，フェイルセイフと

することで再処理施設をより安全な状

態に移行することにより，再処理施設

の安全上支障がない状態を維持できる

設計とする。⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全保護回路は，アナログ回路で構

成する設計とし，外部ネットワークと

物理的分離及び機能的分離，外部ネッ

トワークからの遠隔操作防止並びに物

理的及び電気的アクセスの制限を設

け，システムの据付，更新，試験，保

守等で，承認されていない者の操作を

防止する措置を講じることで，不正ア

クセス行為その他の電子計算機に使用

目的に沿うべき動作をさせず，又は使

用目的に反する動作をさせる行為によ

る被害を防止できる設計とする。⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃液濃縮缶加熱蒸気温度高による加

熱停止回路□1  

(ｂ) 溶解施設の溶解槽の可溶性中性子

吸収材緊急供給回路及びせん断処理

施設のせん断機のせん断停止回路□1  

 

(ｃ) 精製施設の逆抽出塔溶液温度高に

よる加熱停止回路□1  

 

(ｄ) 分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気

温度高による加熱停止回路□1  

 

(ｅ) 精製施設のプルトニウム濃縮缶加

熱蒸気温度高による加熱停止回路□1  

 

(ｆ) 酸及び溶媒の回収施設の第２酸回

収系の蒸発缶加熱蒸気温度高による

加熱停止回路□1  

 

(ｇ) 脱硝施設の還元ガス受槽水素濃度

高による還元ガス供給停止回路□1  

 

(ｈ) 分離施設のプルトニウム洗浄器中

性子計数率高による工程停止回路□1  

 

(ｉ) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル

廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度高に

よる加熱停止回路□1  

 

(ｊ) 脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温度高

による加熱停止回路□1  

 

(ｋ) 脱硝施設の還元炉ヒータ部温度高

による加熱停止回路□1  

 

(ｌ) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源

喪失による建屋給気閉止ダンパの閉

止回路（分離建屋）□1  

 

(ｍ) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源

喪失による建屋給気閉止ダンパの閉

止回路（精製建屋）□1  

 

(ｎ) 固体廃棄物の廃棄施設の固化セル

移送台車上の質量高によるガラス流

下停止回路□1  

 

(ｏ) 気体廃棄物の廃棄施設の固化セル

圧力高による固化セル隔離ダンパの

閉止回路□1  

 

ものを除く。）の作動を速やかに，か

つ，自動で開始させる設計とする。◇3  

 

 

第一号及び第二号について 

第一号及び第二号の要求事項に対し

て，運転時の異常な過渡変化及び設計基

準事故に対処するために必要な以下の

15 回路を安全保護回路として選定す

る。◇2  

(１) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル

廃液濃縮缶加熱蒸気温度高による加

熱停止回路◇2  

 

(２) 溶解施設の溶解槽の可溶性中性子

吸収材緊急供給回路及びせん断処理

施設のせん断機のせん断停止回路

◇2  

(３) 精製施設の逆抽出塔溶液温度高に

よる加熱停止回路◇2  

(４) 分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気

温度高による加熱停止回路◇2  

(５) 精製施設のプルトニウム濃縮缶加

熱蒸気温度高による加熱停止回路

◇2  

 

(６) 酸及び溶媒の回収施設の第２酸回

収系の蒸発缶加熱蒸気温度高による

加熱停止回路◇2  

(７) 脱硝施設の還元ガス受槽水素濃度

高による還元ガス供給停止回路◇2  

 

(８) 分離施設のプルトニウム洗浄器中

性子計数率高による工程停止回路

◇2  

 

(９) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル

廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度高に

よる加熱停止回路◇2  

(10) 脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温度高

による加熱停止回路◇2  

(11) 脱硝施設の還元炉ヒータ部温度高

による加熱停止回路◇2  

(12) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源

喪失による建屋給気閉止ダンパの閉

止回路（分離建屋）◇2  

(13) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源

喪失による建屋給気閉止ダンパの閉

止回路（精製建屋）◇2  

(14) 固体廃棄物の廃棄施設の固化セル

移送台車上の質量高によるガラス流

 安全保護装置は，駆動源の喪失，

系統の遮断その他の不利な状況が発生

した場合においても，フェイル・セイ

フとすることで発電用原子炉施設をよ

り安全な状態に移行するか，又は当該

状態を維持することにより，発電用原

子炉施設の安全上支障がない状態を維

持できる設計とする。 

 

 

計測制御系統施設の一部を安全保護

装置と共用する場合には，その安全機

能を失わないよう，計測制御系統施設

から機能的に分離した設計とする。 

 

また，運転条件に応じて作動設定値

を変更できる設計とする。 

 

 

 

3.1.2 安全保護装置の不正アクセス

行為等の被害の防止 

  

安全保護装置のうち，アナログ回路

で構成する機器は，外部ネットワーク

との物理的分離及び機能的分離，外部

ネットワークからの遠隔操作防止並び

に物理的及び電気的アクセスの制限を

設け，システムの据付，更新，試験，

保守等で，承認されていない者の操作

を防止する措置を講じることで，不正

アクセス行為その他の電子計算機に使

用目的に沿うべき動作をさせず，又は

使用目的に反する動作をさせる行為に

よる被害を防止できる設計とする。 

 

安全保護装置のうち，一部デジタル

演算処理を行う機器は，外部ネットワ

ークと物理的分離及び機能的分離，外

部ネットワークからの遠隔操作防止及

びウイルス等の侵入防止並びに物理的

及び電気的アクセスの制限を設け，シ

ステムの据付，更新，試験，保守等

で，承認されていない者の操作及びウ

イルス等の侵入を防止する措置を講じ

ることで，不正アクセス行為その他の

電子計算機に使用目的に沿うべき動作

をさせず，又は使用目的に反する動作

をさせる行為による被害を防止できる

設計とする。 

 

 
 
 
 
 
⑤（P5から） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の技術基準規則 

第三十五条第八号に対す

る展開であり，再処理施

設の技術基準規則 第二

十二条とは要求が異なっ

ており，法令要求に差異

があるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉はデジタルで構成

された安全保護装置があ

り，設備構成に差異があ

るため。 

①(P3)へ 

【許可からの変更点】 

技術基準規則 第二十二条第 2項第四号の要求事項に

対する基本設計方針を記載しており，要求事項に対す

る設計を明確化した。また，再処理施設ではフェイル

セイフとすることで，より安全な状態に移行する設計

としていることから，文言を追記した。 

【許可からの変更点】 

技術基準規則 第二十二条第 2項第五号の要求事項に対

する基本設計方針を記載しており，要求事項に対する設

計を明確化した。 

【「等」の解説 】 

「保守等」については，点

検，部品交換，巡視点検を示

したものである。 
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別紙１② 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十二条 （安全保護回路）（3 / 11） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（再掲） 

五 不正アクセス行為その他

の電子計算機に使用目的に沿

うべき動作をさせず、又は使

用目的に反する動作をさせる

行為による被害を防止するた

めに必要な措置を講ずるこ

と。⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六 計測制御系統を安全保護

回路と共用する場合には、そ

の安全保護機能を失わないよ

う、計測制御系統から機能的

に分離されたものであるこ

と。⑦,⑨ 

 

 

 

 

 

 

 

安全保護回路が収納された盤の施錠

によりハードウェアを直接接続させな

い措置を実施することを保安規定に定

めて，管理することで，不正アクセス

を防止する。⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設の計測制御設備を

安全保護回路と共用する場合には，単

一故障が生じた場合においても，その

安全保護機能を失わないよう，計測制

御設備から機能的に分離した設計とす

る。⑦-1,2,⑨-2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下停止回路◇2  

(15) 気体廃棄物の廃棄施設の固化セル

圧力高による固化セル隔離ダンパの

閉止回路◇2  

 

第三号について 

計測制御系統施設の一部を安全保護回

路と共用する場合であって，単一故障が

生じた場合においても当該安全保護回路

の安全保護機能が失われない設計とす

る。◇1  

安全保護回路は，液体廃棄物の廃棄施

設の高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度高

による加熱停止回路等の変換器，アイソ

レータ及び検出器を計測制御系統施設の

計測制御設備と共用する以外は，計測制

御設備とは完全に分離する等，計測制御

設備での故障が安全保護回路に影響を与

えない設計とする。◇3  

計測制御系統施設の計測制御設備と安

全保護回路は，電源，検出器等を，原則

として分離する設計とする。温度計等の

検出部を計測制御設備の表示，記録用検

出部と一部共用する場合は，当該温度計

等を安全保護回路として単一故障等を考

慮する設計とし，計測制御設備の短絡，

地絡又は断線によって安全保護回路に影

響を与えない設計とする。◇3  

 

6. 計測制御系統施設 

6.1 設計基準対象の施設 

6.1.1 概要  

（中略） 

安全保護回路は，運転時の異常な過渡

変化及び設計基準事故が発生した場合

に，その異常状態を検知し，運転時の異

常な過渡変化及び設計基準事故の拡大防

止又は抑制のための設備の作動を速やか

に，かつ，自動で開始する設備である。 

（中略）◇1  

 

6.1.3 安全保護回路 

6.1.3.1 概要  

 安全保護回路は，運転時の異常な過渡

変化及び設計基準事故が発生した場合に

おいて，これらの異常を検知し，これら

の核的，熱的及び化学的制限値を超えな

いようにするための設備並びに火災，爆

発その他の再処理施設の安全性を著しく

損なうおそれが生じたときに，これらを

抑制し，又は防止するための設備の作動

安全保護装置が収納された盤の施錠

によりハードウェアを直接接続させな

い措置を実施すること及び安全保護装

置のうち一部デジタル演算処理を行う

機器のソフトウェアは設計，製作，試

験及び変更管理の各段階で検証と妥当

性確認を適切に行うことを保安規定に

定め，不正アクセスを防止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設の一部を安全保護

装置と共用する場合には，その安全機

能を失わないよう，計測制御系統施設

から機能的に分離した設計とする。 

 

 

3.6 試験及び検査 

 

原子炉緊急停止系は，原子炉運転中

でも一度に 1 つずつのチャンネルを各

検出器でトリップさせることによっ

て，スクラム・パイロット弁までのあ

らゆる機能をチェックすることができ

る設計とする。 

工学的安全施設作動回路は，原子炉

運転中でもテスト信号によって各々の

チャンネル（検出器を含む）の試験を

行うことができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑦-1（P1から） 
⑦-2（P6から） 

⑨-2（P1から） 
⑨-3（P6から） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理ではデジタルで構成された安全保護回路がないことか

ら，設備構成に差異があるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の技術基準規則 

第三十五条第七号に対す

る展開であり，再処理施

設の技術基準規則 第二

十二条とは要求が異なっ

ており，法令要求に差異

があるため。 

①(P2)から 

【許可からの変更点】 

技術基準規則 第二十二条第 2項第六号の要求事項に対

する基本設計方針を記載しており，要求事項に対する設

計を明確にしている。また，計測制御系統施設は「計測

制御設備，安全保護回路，制御室，制御室換気設備」で

構成しており，安全保護回路と共用している「一部」を

計測制御設備として明確化した。 

【許可からの変更点】 

技術基準規則 第二十二条第 2項第五号の要求事項に対

する基本設計方針を記載しており，要求事項に対する設

計を明確にしている。 
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別紙１② 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十二条 （安全保護回路）（4 / 11） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
を速やかに，かつ，自動で開始させる設

計とし，以下のもので構成する。◇1  

(１) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル

廃液濃縮缶加熱蒸気温度高による加

熱停止回路◇2  

(２) 溶解施設の溶解槽の可溶性中性子

吸収材緊急供給回路及びせん断処理

施設のせん断機のせん断停止回路

◇2  

 

(３) 精製施設の逆抽出塔溶液温度高に

よる加熱停止回路◇2  

(４) 分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気

温度高による加熱停止回路◇2  

(５) 精製施設のプルトニウム濃縮缶加

熱蒸気温度高による加熱停止回路

◇2  

 

(６) 酸及び溶媒の回収施設の第２酸回

収系の蒸発缶加熱蒸気温度高による

加熱停止回路◇2  

(７) 脱硝施設の還元ガス受槽水素濃度

高による還元ガス供給停止回路◇2  

 

(８) 分離施設のプルトニウム洗浄器中

性子計数率高による工程停止回路

◇2  

 

(９) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル

廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度高に

よる加熱停止回路◇2  

(10) 脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温度高

による加熱停止回路◇2  

(11) 脱硝施設の還元炉ヒータ部温度高

による加熱停止回路◇2  

(12) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源

喪失による建屋給気閉止ダンパの閉

止回路（分離建屋）◇2  

(13) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源

喪失による建屋給気閉止ダンパの閉

止回路（精製建屋）◇2  

(14) 固体廃棄物の廃棄施設の固化セル

移送台車上の質量高によるガラス流

下停止回路◇2  

(15) 気体廃棄物の廃棄施設の固化セル

圧力高による固化セル隔離ダンパの

閉止回路◇2  

 

6.1.3.2 設計方針 

(１) 安全保護回路は，運転時の異常な

過渡変化及び設計基準事故が発生し
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別紙１② 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十二条 （安全保護回路）（5 / 11） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
た場合において，これらの異常を検

知し，これらの核的，熱的及び化学

的制限値を超えないようにするため

の設備並びに火災，爆発その他の再

処理施設の安全性を著しく損なうお

それが生じたときに，これらを抑制

し，又は防止するための設備の作動

を速やかに，かつ，自動で開始させ

る設計とする。◇1  

 

(２) 安全保護回路は，動的機器の単一

故障を仮定してもその安全機能が確

保できるよう多重性又は多様性を有

するとともに，電気的，物理的な独

立性を有する設計とする。④ 

 

(３) 安全保護回路は，検出器等を計測

制御設備と一部共用する場合は，当

該検出器等を安全保護回路として設

計するとともに，計測制御設備の短

絡，地絡又は断線によって安全保護

回路に影響を与えない設計とする。 

◇3  

(４) 安全保護回路は，適切な方法によ

り，試験できるよう試験回路を設け

る設計とする。◇5  

(５) 安全保護回路は，可能な限り不燃

性材料又は難燃性材料を使用する設

計とする。◇4  

(６) 安全保護回路は，電源の喪失，安

全保護動作に関連する継電器のコイ

ルの断線，短絡等において，安全上

許容される状態になる設計とする。 

  ⑤ 

(７) 安全保護回路は，それらの安全機

能を健全に維持するための適切な保

守及び修理ができる設計とする。 

◇5  

 

6.1.3.3 主要設備の仕様 

安全保護回路の主要設備の仕様を第

6.1.3－１表に示す。◇2  

なお，安全保護回路の系統概要図を第

6.1.3－１図～第 6.1.3－15 図に示す。

◇6  

 

 

6.1.3.4 主要設備 

 安全保護回路は，多重化又は多様化し

た回路で構成する。その多重化又は多様

化した回路は，安全機能を有する施設か

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④（P1へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
⑤（P2へ） 
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別紙１② 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十二条 （安全保護回路）（6 / 11） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
らの電磁障害による相互干渉が起こらな

いように，電源及びケーブルトレイを２

系統に分離し，電気的，物理的な独立性

を持たせる。◇3  

安全保護回路は，検出器，変換器等を

計測制御設備と共用する場合は，当該検

出器等を安全保護回路として設計すると

ともに，当該計測制御設備の故障が安全

保護回路に影響を与えないように，アイ

ソレータ及び継電器を用いて計測制御設

備と分離する。⑦-2，⑨-3 

安全保護回路は，適切な方法により試

験できるよう，試験回路を設ける設計と

する。◇5  

安全保護回路は，適切な保守及び修理

ができる設計とする。◇5  

安全保護回路の火災発生防止対策は

「1.5.1.2.3 不燃性材料又は難燃性材

料の使用」に示す。◇4  

安全保護回路は，電源の喪失，安全保

護動作に関連する継電器のコイルの断

線，短絡等において，安全上許容される

状態になる設計とする。◇1  

(１) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル

廃液濃縮缶加熱蒸気温度高による加

熱停止回路高レベル廃液濃縮缶加熱

蒸気温度高による加熱停止回路は，

液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃

液濃縮缶におけるＴＢＰ又はＴＢＰ

等の錯体の急激な分解反応を防止す

るためのものであり，温度検出器に

より高レベル廃液濃縮缶への加熱蒸

気の温度高を検知し，蒸気発生器へ

の一次蒸気配管の遮断弁を閉じる信

号を発する回路及び別の温度検出器

により高レベル廃液濃縮缶への加熱

蒸気の温度高を検知し高レベル廃液

濃縮缶への加熱蒸気配管の遮断弁を

閉じる信号を発する回路で多様化し

て構成する。◇2  

(２) 溶解施設の溶解槽の可溶性中性子

吸収材緊急供給回路及びせん断処理

施設のせん断機のせん断停止回路可

溶性中性子吸収材緊急供給回路及び

せん断停止回路（せん断停止系含

む。）は，溶解施設の溶解槽におけ

る臨界事故を速やかに収束させるた

めのものであり，溶解槽セルの外の

放射線検出器により放射線線量率高

を検知し，可溶性中性子吸収材の供

給配管の弁を開く信号及びせん断機

 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑦-2（P3へ） 
⑨-3（P3へ） 
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別紙１② 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十二条 （安全保護回路）（7 / 11） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
を停止する信号を発する回路を二重

化して構成する。◇2  

(３) 精製施設の逆抽出塔溶液温度高に

よる加熱停止回路逆抽出塔溶液温度

高による加熱停止回路は，プルトニ

ウム精製設備の逆抽出塔内の有機溶

媒の温度が上昇しｎ－ドデカンに引

火することを防止するためのもので

あり，温度検出器により逆抽出塔の

溶液温度高を検知し，供給する有機

溶媒，ＨＡＮ及びヒドラジンを含む

硝酸溶液並びに逆抽出液の加熱用の

温水の遮断弁を閉じる信号を発する

回路を二重化して構成する。◇2  

(４) 分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気

温度高による加熱停止回路ウラン濃

縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止

回路は，分離施設のウラン濃縮缶に

おけるＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応を防止するためのものであり，

温度検出器によりウラン濃縮缶への

加熱蒸気の温度高を検知し，蒸気発

生器への一次蒸気配管の遮断弁を閉

じる信号を発する回路及び別の温度

検出器によりウラン濃縮缶への加熱

蒸気の温度高を検知し，ウラン濃縮

缶への加熱蒸気配管の遮断弁を閉じ

る信号を発する回路で多様化して構

成する。◇2  

(５) 精製施設のプルトニウム濃縮缶加

熱蒸気温度高による加熱停止回路プ

ルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高に

よる加熱停止回路は，精製施設のプ

ルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応を防止する

ためのものであり，温度検出器によ

りプルトニウム濃縮缶への加熱蒸気

の温度高を検知し，蒸気発生器への

一次蒸気配管の遮断弁を閉じる信号

を発する回路及び別の温度検出器に

よりプルトニウム濃縮缶への加熱蒸

気の温度高を検知し，プルトニウム

濃縮缶への加熱蒸気配管の遮断弁を

閉じる信号を発する回路で多様化し

て構成する。◇2  

(６) 酸及び溶媒の回収施設の第２酸回

収系の蒸発缶加熱蒸気温度高による

加熱停止回路第２酸回収系の蒸発缶

加熱蒸気温度高による加熱停止回路

は，酸及び溶媒の回収施設の第２酸

回収系の蒸発缶におけるＴＢＰ等の
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別紙１② 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十二条 （安全保護回路）（8 / 11） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
錯体の急激な分解反応を防止するた

めのものであり，温度検出器により

蒸発缶への加熱蒸気の温度高を検知

し，蒸気発生器への一次蒸気配管の

遮断弁を閉じる信号を発する回路及

び別の温度検出器により蒸発缶への

加熱蒸気の温度高を検知し，蒸発缶

への加熱蒸気配管の遮断弁を閉じる

信号を発する回路で多様化して構成

する。◇2  

(７) 脱硝施設の還元ガス受槽水素濃

度高による還元ガス供給停止回路

還元ガス受槽水素濃度高による還

元ガス供給停止回路は，ウラン・

プルトニウム混合脱硝設備の還元

炉での還元ガス中の水素濃度の上

昇による水素の爆発を防止するた

めのものであり，還元炉に供給す

る還元ガス中の水素濃度検出器に

より水素濃度高を検知し，還元ガ

スの供給を停止する弁を閉じる信

号を発する回路を二重化して構成

する。◇2  

(８) 分離施設のプルトニウム洗浄器中

性子計数率高による工程停止回路プ

ルトニウム洗浄器中性子計数率高に

よる工程停止回路は，分配設備のプ

ルトニウム洗浄器に過度のプルトニ

ウムが流入し臨界になることを防止

するためのものであり，プルトニウ

ム洗浄器セルの外の中性子検出器に

より計数率高を検知し，プルトニウ

ム分配塔からプルトニウム洗浄器へ

の有機溶媒の移送を停止する工程停

止信号を発する回路を二重化して構

成する。◇2  

(９) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル

廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度高に

よる加熱停止回路高レベル廃液濃縮

缶凝縮器排気出口温度高による加熱

停止回路は，液体廃棄物の廃棄施設

の高レベル廃液濃縮缶凝縮器に供給

する冷却水が停止し凝縮機能が低下

することによる放射性物質の放出の

有意な増加を防止するためのもので

あり，温度検出器により高レベル廃

液濃縮缶凝縮器の排気出口温度高を

検知し，蒸気発生器への一次蒸気配

管の遮断弁を閉じる信号を発する回

路及び別の温度検出器により高レベ

ル廃液濃縮缶凝縮器の排気出口温度
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別紙１② 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十二条 （安全保護回路）（9 / 11） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
高を検知し，高レベル廃液濃縮缶へ

の加熱蒸気配管の遮断弁を閉じる信

号を発する回路で多様化して構成す

る。◇2  

(10) 脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温度高

による加熱停止回路焙焼炉ヒータ部

温度高による加熱停止回路は，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝設備の焙

焼炉のヒータ部温度が異常に上昇し

たことによる焙焼炉の炉心管が破損

し，閉じ込め機能が喪失することを

防止するためのものであり，温度検

出器により焙焼炉のヒータ部温度高

を検知し，ヒータへの通電を停止す

る信号を発する回路を二重化して構

成する。◇2  

(11) 脱硝施設の還元炉ヒータ部温度高

による加熱停止回路還元炉ヒータ部

温度高による加熱停止回路は，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝設備の還

元炉のヒータ部温度が異常に上昇し

たことによる還元炉の炉心管が破損

し，閉じ込め機能が喪失することを

防止するためのものであり，温度検

出器により還元炉のヒータ部温度高

を検知し，ヒータへの通電を停止す

る信号を発する回路を二重化して構

成する。◇2  

(12) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源

喪失による建屋給気閉止ダンパの閉

止回路（分離建屋）外部電源喪失に

よる建屋給気閉止ダンパ閉止回路

（分離建屋）は，外部電源喪失時に

分離建屋内が正圧になることを防止

するためのものであり，母線電圧低

を検知し分離建屋の建屋給気閉止ダ

ンパを閉止する信号を発する回路を

二重化して構成する。◇2  

(13) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源

喪失による建屋給気閉止ダンパの閉

止回路（精製建屋）外部電源喪失に

よる建屋給気閉止ダンパ閉止回路

（精製建屋）は，外部電源喪失時に

精製建屋内が正圧になることを防止

するためのものであり，母線電圧低

を検知し精製建屋の建屋給気閉止ダ

ンパを閉止する信号を発する回路を

二重化して構成する。◇2  

(14) 固体廃棄物の廃棄施設の固化セル

移送台車上の質量高によるガラス流

下停止回路固化セル移送台車上の質

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1515



別紙１② 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十二条 （安全保護回路）（10 / 11） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
量高によるガラス流下停止回路は，

高レベル廃液ガラス固化設備のガラ

ス溶融炉からの溶融ガラスがガラス

固化体容器から漏えいすることによ

る放射性物質の放出の有意な増加を

防止するためのものであり，固化セ

ル移送台車上の重量検出器により質

量高を検知し，注入停止信号を発す

る回路を二重化して構成する。◇2  

 

(15) 気体廃棄物の廃棄施設の固化セル

圧力高による固化セル隔離ダンパの

閉止回路固化セル圧力高による固化

セル隔離ダンパの閉止回路は，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋の固化セル

の負圧が低下した場合に固化セルか

ら建屋への逆流を防止するためのも

のであり，圧力検出器により固化セ

ルの圧力高を検知し，固化セルへの

給気系に設けた固化セル隔離ダンパ

を閉止する信号を発する回路を二重

化して構成する。◇2  

 

6.1.3.5 試験・検査 

 安全保護回路は，その健全性及び能力

を確認するため，必要に応じて試験回路

を用いて，運転中又は停止中に試験又は

検査を実施する。◇5  

 

6.1.3.6 評価 

(１) 安全保護回路は，再処理施設の安

全性を著しく損なうおそれのある運

転時の異常な過渡変化及び設計基準

事故が発生した場合，その異常状態

を検知し，設備を速やかに，かつ，

自動で開始させる設計としているこ

とから，その拡大を防止又は抑制で

きる。◇1  

(２) 安全保護回路は，多重性又は多様

性を有するとともに，電気的，物理

的な独立性を有する設計としている

ことから，動的機器の単一故障を仮

定してもその安全機能が確保でき

る。◇1  

(３) 安全保護回路は，アイソレータ及

び継電器を用いて計測制御設備と分

離する設計としていることから，計

測制御設備との部分的共用によって

その安全機能を損なうことはない。 

◇1  

(４) 安全保護回路は，試験回路を設け
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別紙１② 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十二条 （安全保護回路）（11 / 11） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
る設計としていることから，その安

全機能を損なうことなく，定期的に

試験及び検査ができる。◇5  

(５) 安全保護回路は，可能な限り不燃

性材料又は難燃性材料を使用する設

計としていることから，火災が発生

することを防止できる。◇4  

(６) 安全保護回路は，駆動源の喪失又

は系統の遮断が発生しても安全上許

容される状態になる設計としている

ことから，その安全機能を損なうこ

とはない。◇1  

(７) 安全保護回路は，それらの安全機

能を健全に維持するための適切な保

守及び修理ができる設計としている

ことから安全機能が維持できる。 

◇5  
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第二十二条（安全保護回路） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

① 
安全保護回路の設置に関する

設計方針 
技術基準の要求を受けている内容 １項 － － 

② 

安全保護回路（異常状態におけ

る，核的，熱的及び化学的制限

値の抑制）に関する設計方針 

技術基準の要求を受けている内容 ２項１号 － － 

③ 

安全保護回路（火災，爆発等の

抑制，又は防止）に関する設計

方針 

技術基準の要求を受けている内容 ２項２号 － － 

④ 
単一故障時の多重性確保に関

する設計方針 
技術基準の要求を受けている内容 ２項３号 － － 

⑤ 

駆動源の喪失，系統の遮断等の

発生時における安全確保に関

する設計方針 

技術基準の要求を受けている内容 ２項４号 － － 

⑥ 
不正アクセス行為に関する設

計方針 
技術基準の要求を受けている内容 ２項５項 － a 

⑦ 
計測制御系統と安全保護回路

の共用に関する設計方針 
技術基準の要求を受けている内容 ２項６号 － － 

⑧ 
核燃料物質の臨界防止に関す

る設計方針 

技術基準規則（第 4 条）に基づく

核燃料物質の臨界防止に係る要求

を受けている事項 

－ 

（４条１項） 

（４条３項） 

－ b 

⑨ 
安全保護回路の設置及び共用

に関する設計（第 20 条関連） 
技術基準の要求を受けている内容 

１項 

２項１号 

２項２号 

２項６号 

－ － 

⑩ 
安全保護回路の設置に関する

設計（第 16 条関連） 
技術基準の要求を受けている内容 

１項 

２項１号 

２項２号 

－ － 

⑪ 閉じ込めに関する設計 

技術基準規則（第 10 条）に基づく

閉じ込めに係る要求を受けている

事項 

－ 

（ 1 0 条 １ 項 ） 
  

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  設備仕様 仕様表にて記載する。 c 

□2  図の呼込みに関する記載 図の呼込みに関する記載のため記載しない。 － 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）と内容が重複する

ため，記載しない。 
－ 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

別紙１② 

◇2  設備仕様 仕様表にて記載する。 c 

◇3  添付書類記載事項 

安全保護回路における各パラメータに関する事項につい

ては，設工認添付書類に既認可の呼び込みとして記載す

るため基本設計方針には記載しない。 

a 

◇4  
他条文で展開する事項（第 11

条） 

第 11 条「火災による損傷の防止」にて，説明する内容の

ため記載しない。 
－ 

◇5  
他条文で展開する事項（第 16

条） 

第 16 条「安全機能を有する施設」にて，説明する内容の

ため記載しない。 
－ 

◇6  図の呼込みに関する記載 図の呼込みに関する記載のため記載しない。 － 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 
Ⅵ－１－４ 計測制御系統施設に関する説明書（重大事故等対処設備に係る事項を除く） 

Ⅵ－１－４－１ 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

b Ⅰ 核燃料物質の臨界防止に関する説明書 

c 仕様表（設計条件及び仕様） 
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第23条：制御室等 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（1 / 61） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
第二十三条 

 

再処理施設には，制御室が設け

られていなければならない。制

① 

 

２ 制御室は，当該制御室にお

いて制御する工程の設備の運転

状態を表示する装置，当該工程

の安全性を確保するための設備

を操作する装置，当該工程の異

常を表示する警報装置その他の

当該工程の安全性を確保するた

めの主要な装置を集中し，か

つ，誤操作することなく適切に

運転操作することができるよう

に設置されたものでなければな

らない。制② 

 

３ 制御室には，再処理施設の

外部の状況を把握するための装

置が設けられていなければなら

ない。制③ 

 

４ 分離施設，精製施設その他

必要な施設には，再処理施設の

健全性を確保するために必要な

温度，圧力，流量その他の再処

理施設の状態を示す事項（第四

十七条第一項において「パラメ

ータ」という。）を監視するた

めの設備及び再処理施設の安全

性を確保するために必要な操作

を手動により行うことができる

設備が設けられていなければな

らない。制④ 

 

５ 設計基準事故が発生した場

合に再処理施設の安全性を確保

するための措置をとるため，従

事者が支障なく制御室に入り，

又は一定期間とどまり，かつ，

当該措置をとるための操作を行

うことができるよう，次の各号

に掲げる場所の区分に応じ，そ

れぞれ当該各号に定める装置又

は設備が設けられていなければ

ならない。 

第 2章 個別項目 

4.計測制御系統施設 

4.3 制御室 

 

 

中央制御室並びに使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室（以下「制御

室」という）の設計に係る共通的な設計

方針については，第１章 共通項目の

「5. 火災等による損傷の防止」，「8 

遮蔽」，「9.1 安全機能を有する施設及

び安全上重要な施設」，「10.2 安全避

難通路等」に基づくものとする。 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ⅰ) 安全機能を有する施設 

(ｌ) 制御室等 

 

 

 

6.1.4 制 御 室 

6.1.4.1 概要 

 

 

 

 

 

4 計測制御系統施設 

発電用原子炉の運転を管理するための制

御装置 

2 中央制御室機能及び中央制御室外原

子炉停止機能 

(1)中央制御室機能 

 
 

 

   (1２) 制御室に設置する必要なパラメ

ータを監視するための表示及び操作装置

は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を

使用する設計とする。共通①-1 

 

  

  (６) 制御室換気設備は，可能な限り不燃

性又は難燃性材料を使用し，火災区域の

耐火壁を貫通するダクトには，原則とし

て，貫通部近傍に防火ダンパを設けるこ

とで，万一の火災の発生を想定しても火

災の拡大を防止できる設計とする。◇10  

 

  

  また，制御室換気設備は，可能な限り不

燃性又は難燃性材料を使用するととも

に，万一の火災に備え，火災区域の耐火

壁を貫通するダクトには，貫通部近傍に

防火ダンパを設ける設計とする。◇10  

 

  

   制御室にある安全系監視制御盤は，定

期的に試験又は検査を行い，その機能の

健全性を確認する。◇11  

 

  

   制御室換気設備のうち安全上重要な送

風機及びフィルタは，定期的に試験及び

検査を実施する。◇11  

 

  

   (３) 制御室換気設備の安全上重要な系

統及び機器は，それらを構成する動的機

器の単一故障を仮定しても，安全機能が

確保できる設計とする。◇11  

 

  
【凡例】 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

紫字：ＳＡ設備に関する記載（比較対象外箇所） 

  ：発電炉との差異の理由     ：許可からの変更点等 

②（P45）から 

③（P46）から 

④（P41）から 

⑤（P50）から 

㉗（P44）から 

①（P14）から 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（2 / 61） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
一 制御室及びその近傍並びに

有毒ガスの発生源の近傍 工場

等内における有毒ガスの発生を

検出するための装置及び当該装

置が有毒ガスの発生を検出した

場合に制御室において自動的に

警報するための装置 制⑤ 

二 制御室及びこれに連絡する

通路並びに運転員その他の従事

者が制御室に出入りするための

区域 遮蔽壁その他の適切に放

射線から防護するための設備，

気体状の放射性物質及び制御室

外の火災又は爆発により発生す

る有毒ガスに対し換気設備を隔

離するための設備その他の従事

者を適切に防護するための設備 

制⑤,⑥ 

 

   (４) 中央制御室遮蔽 

 中央制御室遮蔽は，中央制御室を内包

する制御建屋と一体構造とし，短時間の

全交流動力電源喪失等の設計基準事故時

に，中央制御室にとどまり，必要な操

作，措置を行う運転員その他の従事者が

過度の被ばくを受けないように設置する

設計とする。また，運転員その他の従事

者が中央制御室遮蔽を透過する放射線に

よる線量，中央制御室に侵入した外気に

よる線量及び入退域時の線量が，制御建

屋中央制御室換気設備の機能とあいまっ

て，設計基準事故等の対処が収束するま

での期間滞在できるよう適切な遮蔽厚を 

有する設計とする（「1.3 放射線の遮

蔽に関する設計」参照）。◇12  

 

  

   (４) 制御室遮蔽 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室には，従事者が過度な被ばくを

受けないように遮蔽を設ける設計とす

る｡◇12  

 

  

    また，中央制御室には，避難用とは別

に作業用の照明設備を設け，設計基準事

故が発生した場合においても，従事者が

操作，作業及び監視を適切に実施できる

設計とする（「9. 2 電気設備」参

照）。◇13  

 

  

   また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室には，避難用とは別に作業

用照明設備を設け，従事者が操作，作業

及び監視を適切に実施できる設計とする

（「9.2 電気設備」参照）。◇13  

 

  

  再処理施設の運転の状態を集中的に

監視及び制御するため，制御建屋に中

央制御室を設けるほか，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室を設ける。

制①-1 

 

 再処理施設の運転の状態を集中的に監

視，制御及び操作を行うため，制御建屋

に中央制御室を設けるほか，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室を設ける。◇1  

  

  制御室には，再処理施設の健全性を

確保するために必要なパラメータを監

視及び制御し，再処理施設の安全性を

確保するために必要な操作を手動によ

り行うことができるよう，主要な警報

装置及び計測制御系統設備を備える設

計とする。制②-1 

 

再処理施設の運転の監視，制御及び操

作を行うための表示及び操作装置である

監視制御盤並びに再処理施設の安全性を

確保するために必要な操作を行うための

表示及び操作装置である安全系監視制御

盤は，集中的に監視，制御及び操作が行

えるよう中央制御室に設置する。◇2  

  
⑦（P5）へ 

⑥（P4）へ 

㉖（P41）から 

㉔（P35）から 

㉕（P40）から 

㉓（P34）から 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（3 / 61） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   ただし，再処理設備本体の運転開始に

先立ち使用する使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の運転の監視，制御及び操

作を行うための表示及び操作装置である

監視制御盤並びに使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の安全性を確保するため

に必要な操作を行うための表示及び操作

装置である安全系監視制御盤は，集中的

に監視，制御及び操作が行えるよう使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室に設置する。◇2  

 

  

  再処理施設に影響を及ぼす可能性のあ

る自然現象等（森林火災，草原火災，航

空機落下及び近隣工場等の火災等）及び

人為事象については，再処理施設の外の

状況を把握するための暗視機能を有する

監視カメラ，気象観測設備及び公的機関

から気象情報を入手できる設備等を設置

し，昼夜にわたり制御室において把握で

きる設計とする。制③-1 

 

 再処理施設の外の状況を昼夜にわたり

把握するため，暗視機能を有する監視カ

メラ，気象観測設備及び公的機関から気

象情報を入手できる設備等は，制御室に

設置する。◇1  

 

  

  分離施設，精製施設その他必要な施設

には，再処理施設の健全性を確保するた

めに計測制御系統施設で監視が要求され

るパラメータを連続的に監視するための

設備及び再処理施設の安全性を確保する

ために必要な操作を手動により行うこと

ができる設備を設ける設計とする。制②

-2, ④-1 

 

分離施設，精製施設その他必要な施設

には，再処理施設の健全性を確保するた

めに計測制御系統施設で監視が要求され

るパラメータを連続的に監視するための

設備及び再処理施設の安全性を確保する

ために必要な操作を手動により行うこと

ができる設備を設ける設計とする。◇1  

  

  制御室及びこれに連絡する通路並び

に運転員その他の従事者が制御室に出

入りするための区域は，設計基準事故 

が発生した場合に再処理施設の安全性

を確保するための措置をとれるよう，

運転員その他の従事者が支障なく入る

ことができる設計とする。また，運転

員その他の従事者が，制御室に一定期

間とどまり，必要な操作を行う際に過

度の被ばくを受けないよう，適切な遮

蔽を設ける設計とする。制⑤-1 

 

   

  さらに，制御室に運転員その他の従

事者がとどまることができるよう，気

体状の放射性物質，火災又は爆発によ

り発生する有毒ガス及び化学物質によ

り発生する有毒ガスに対する換気設備

の隔離その他の適切に防護するための

措置に必要な設備を設ける設計とす

る。制⑤-2 

   

⑨（P5）へ 

⑧（P6）へ 

⑪（P20）へ 

⑩（P20）へ 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（4 / 61） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  制御室は，有毒ガスが及ぼす影響によ

り，運転員の対処能力が著しく低下し，

安全機能を有する施設の安全機能が損な

われることがない設計とする。【制⑤-

4】そのために，事業指定基準規則第九

条及び第十二条に係る設計方針を踏まえ

て，有毒ガスが発生した場合の影響評価

（以下「有毒ガス防護に係る影響評価」

という。）を実施する。□6  

 

   

  有毒ガス防護に係る影響評価に当たっ

ては，有毒ガスが作業環境中に多量に放

出され，人体へ悪影響を及ぼすおそれが

あるかの観点から，化学物質の性状，保

有量及び保有方法を踏まえ，有毒ガス防

護に係る影響評価の対象とする発生源を

特定する。□6  

 

   

  また，有毒ガス防護に係る影響評価に

用いる保有量等の評価条件を，現場の状

況を踏まえ設定する。□6  

 

   

4  上記評価を踏まえた対策等により，運

転員を防護できる設計とする。□6  

 

   

  計測制御装置，制御室換気設備，制御

室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室環

境測定設備及び制御室放射線計測設備

は，設計基準事故及び重大事故等を考慮

した設計とする。□1  

 

   

  

 

 

制御室は以下の機能を有する。 

 

 再処理施設には，運転時において，運

転員その他の従事者が施設の運転又は工

程等の管理を行い，事故時において，適

切な事故対策を構ずる場所として，制御

建屋に中央制御室を設けるほか，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋に使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室を設ける

設計とする。また，制御室は，基準地震

動Ｓｓによる地震力に対して機能を喪失

しない設計とする。制①-1,2 

 

ヘ．計測制御系統施設の設備 

(４) その他の主要な事項 

(ⅰ) 制御室等 

 

 

再処理施設には，運転時において，運

転員その他の従事者が施設の運転又は工

程等の管理を行い，事故時において，適

切な事故対策を構ずる場所として，制御

建屋に中央制御室を設けるほか，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋に使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室を設け

る。制①-2 

 

再処理施設の運転の状態を集中的に監

視及び制御するため，制御建屋に中央制

御室を設けるほか，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室を設ける。制①-1 

 

  

 

 

中央制御室は以下の機能を有する。 

 

中央制御室は耐震性を有する原子炉建

屋付属棟内に設置し，基準地震動Ｓｓに

よる地震力に対して機能を喪失しない設

計とするとともに，発電用原子炉の反応

度制御系統及び原子炉停止系統に係る設

備，非常用炉心冷却設備その他の非常時

に発電用原子炉の安全を確保するための

設備を操作できる設計とする。 

 

 

㉛（P22）へ 

⑥（P3）から 

【許可からの変更点】 

制御建屋及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋は、Sクラスの

設備を内蔵しているため、基

準地震動 Ss で間接支持構造

物としての支持機能が維持さ

れていることを発電炉の記載

に合わせて追記する。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

設備構成の違いにより、監視

及び制御の対象となる主要な

系統が異なるため。 

㉘（P21）へ 

㉚（P22）へ 

㉙（P22）へ 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（5 / 61） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 制御建屋は，地上３階，地下２階の建

物とする設計とする。構造① 

 

制御建屋の主要構造は，鉄筋コンクリ

ート造（一部鉄骨造）で，【□5 】地上３

階，地下２階，建築面積約 2,900ｍ２

【制□5 】の建物である。構造① 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の主要構

造は，「ハ．（１）構造」に示す主要構

造と同じである。□2  

 

制御建屋機器配置概要図を第 166 図～

第 171 図に示す。□2  

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置

概要図は，「ハ．（１）構造」に示す機

器配置概要図と同じである。□2  

 

   

 制御室には，再処理施設の健全性を確

保するために必要なパラメータを監視及

び制御し，再処理施設の安全性を確保す

るために必要な操作を手動により行うこ

とができるよう，主要な警報装置及び計

測制御系統設備を備える設計とする。制

②-1,3,④-3 

 

制御室には，再処理施設の健全性を確

保するために必要なパラメータを監視及

び制御し，再処理施設の安全性を確保す

るために必要な操作を手動により行うこ

とができるよう，主要な警報装置及び計

測制御系統設備を備える設計とする。

制②-1 

 

制御室には，再処理施設の健全性を確

保するために必要なパラメータを監視及

び制御し，再処理施設の安全性を確保す

るために必要な操作を手動により行うこ

とができるよう，主要な警報装置及び計

測制御系統設備を設ける。制②-3,④-3 

 

 発電用原子炉及び主要な関連設備の運

転状況（発電用原子炉の制御棒の動作状

態，発電用原子炉及び原子炉冷却系統に

係る主要なポンプの起動・停止状態，発

電用原子炉及び原子炉冷却系統に係る主 

要な弁の開閉状態）の監視及び操作がで

きるとともに，発電用原子炉施設の安全

性を確保するために必要な操作を手動に

より行うことができる設計とする。 

 

 

 分離施設，精製施設その他必要な施設

には，再処理施設の健全性を確保する

ために計測制御系統施設で監視が要求

されるパラメータを連続的に監視する

ための設備及び再処理施設の安全性を

確保するために必要な操作を手動によ

り行うことができる設備を設ける設計

とする。制④-1 

 

分離施設，精製施設その他必要な施設

には，再処理施設の健全性を確保するた

めに計測制御系統施設で監視が要求され

るパラメータを連続的に監視するための

設備及び再処理施設の安全性を確保する

ために必要な操作を手動により行うこと

ができる設備を設ける設計とする。制

④-1 

 

 

   

 また，必要な施設のパラメータを監視

するための表示及び操作装置は，誤操作

及び誤判断を防止でき，操作が容易に行

える設計とする。制②-4 

 

また，必要な施設のパラメータを監視

するための表示及び操作装置は，誤操作

及び誤判断を防止でき，操作が容易に行

える設計とする。制②-4 

 

   

⑨（P3）から 

⑦（P3）から 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

設備構成の違いにより、監視

及び制御の対象となる主要な

系統が異なるため。 

 

1525



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（6 / 61） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 a.再処理施設の外の状況を把握するため

の設備 

 再処理施設の外の状況を把握するため

の暗視機能を有し，制御室にて遠隔操作

できる監視カメラ，風向，風速その他の

気象条件を測定する気象観測設備及び公

的機関から地震，津波，竜巻，落雷情報

等の気象情報を入手できる電話，ファク

シミリ，社内ネットワークに接続された

パソコンを設置し，昼夜にわたり制御室

において再処理施設に影響を及ぼす可能

性のある自然現象等を把握できる設計と

する。制③-1,2 

 

 

 

再処理施設の外の状況を把握するため

の暗視機能を有する監視カメラ，気象観

測設備及び公的機関から地震，津波，竜

巻，落雷情報等の気象情報を入手できる

電話，ファクシミリ，社内ネットワーク

に接続されたパソコン等を設置し，昼夜

にわたり制御室において再処理施設に影

響を及ぼす可能性のある自然現象等を把

握できる設計とする。制③-2 

 

 

再処理施設に影響を及ぼす可能性のあ

る自然現象等（森林火災，草原火災，航

空機落下及び近隣工場等の火災等）及び

人為事象については，再処理施設の外の

状況を把握するための暗視機能を有する

監視カメラ，気象観測設備及び公的機関

から気象情報を入手できる設備等を設置

し，昼夜にわたり制御室において把握で

きる設計とする。制③-1 

 

 b.外部状況把握 

 

発電用原子炉施設の外部の状況を把握

するため，津波・構内監視カメラ（浸水

防護施設の設備を計測制御系統施設の設

備として兼用（以下同じ。）），風向，

風速その他の気象条件を測定する気象観

測設備（東海，東海第二発電所共用（以

下同じ。））等を設置し，津波・構内監

視カメラの映像，気象観測設備等のパラ

メータ及び公的機関からの地震，津波，

竜巻情報等の入手により中央制御室から

発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能性

のある自然現象等を把握できる設計とす

る。 

津波・構内監視カメラは暗視機能等を

持ち，中央制御室にて遠隔操作すること

により，発電所構内の周辺状況（海側及

び陸側）を昼夜にわたり把握できる設計

とする。 

 

 

 近隣工場等の火災については，地震を

起因にして発生する可能性も考慮し，監

視カメラは，基準地震動Ｓｓに対して機

能を損なわないよう耐震設計を有すると

ともに，非常用電源系統から給電できる

設計とする。制③-2,3 

 

 近隣工場等の火災については，地震を起

因にして発生する可能性も考慮し，監視

カメラは，基準地震動に対して機能を損

なわないよう耐震設計を有する設計とす

る。制③-2 

 

 (４) 制御室は，再処理施設の外の状況

を把握するための暗視機能を有する監視

カメラ，気象観測関係の表示装置及び公

的機関から気象情報を入手できる設備に

よって，昼夜にわたり，再処理施設に影

響を及ぼす可能性のある自然現象，航空

機落下及び森林火災を把握することがで

きる。また，再処理施設の外の状況を把

握するための暗視機能を有する監視カメ

ラは，基準地震動Ｓｓ【制③-3】に対

する耐震性の確保等により，地震を要因

として発生する近隣工場等の火災，その

他自然現象等が発生した場合において

も，再処理施設の周辺状況を把握するこ

とができる設計とする。◇1  

 

なお，津波・構内監視カメラは，地震

荷重等を考慮し必要な強度を有する設計

とするとともに，所内常設直流電源設備

から給電できる設計とする。 

 

 

 

⑫（P20）から 

⑧（P3）から 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では外の状況を把

握するための設備を兼用及び

共用しない設計方針のため。 

【許可からの変更点】 

記載充実化を行う。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

許可整合により、公的機関の

具体の情報入手手段を記載す

るため。 
【「等」の解説】 

「自然現象等」の指す内容は

人為事象を含む森林火災、草

原火災、航空機落下の火災な

どであり、第八条にて示す。 

【「等」の解説】 

「地震，津波，竜巻，落雷情

報等」の指す内容は風（台

風）、積雪、火山の影響など

であり、第八条にて示す。 

⑬（P26）から ⑫（P20）から 

【「等」の解説】 

「近隣工場等」の指す内容は

石油備蓄基地、燃料輸送車両

などであり、第八条にて示

す。 

【許可からの変更点】 

記載充実化を行う。 

⑭（P32）から 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（7 / 61） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   制御室には，気体状の放射性物質，火

災又は爆発により発生する有毒ガス並び

に固定源及び可動源により発生する有毒

ガスに対して運転員その他の従事者を適

切に防護するために，外気を遮断できる

換気設備及び遮蔽を設け，設計基準事故

が発生した場合においても運転員その他

の従事者が制御室にとどまり再処理施設

の安全性を確保するために必要な操作及

び措置が行える設計とする。◇1  

 

  

    使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室は，再処理設備本体の運転開始

に先立ち使用できる設計とする。◇3  

 

  

   6.1.4.2 設計方針 

 (１) 再処理施設の運転の状態を集中的

に監視，制御及び操作を行うため，制御

建屋に中央制御室を設けるほか，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋に使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室を設け

る。◇1  

 

  

    (２) 制御室には，再処理施設の健全性

を確保するために必要な施設の計測制御

設備のパラメータのうち,連続的に監視

する必要があるものを監視できる表示及

び操作装置を配置することにより，連続

的に監視及び制御ができる設計とする。

また，必要なパラメータを監視するため

の表示及び操作装置は，誤操作及び誤判

断を防止でき，操作が容易に行える設計

とする。◇1  

 

  

    (３) 制御室には，主要な警報装置及び

計測制御設備を設ける設計とする。◇1  

 

  

    (４) 再処理施設の外の状況を昼夜にわ

たり把握するため，暗視機能を有する監

視カメラ，気象観測設備及び公的機関か

ら気象情報を入手できる設備等を設置

し，制御室から再処理施設に影響を及ぼ

す可能性のある自然現象等（森林火災，

草原火災，航空機落下及び近隣工場等の

火災等）及び人為事象（故意によるもの

を除く。）を把握できる設計とする。◇1  

 

  

    (５) 分離施設，精製施設その他必要な

施設には，再処理施設の健全性を確保す

るために必要なパラメータを監視できる

設計とする。◇1  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    (６) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設関係，せん断処理施設関係，溶解施

設関係，分離施設関係，精製施設関係，

脱硝施設関係，酸及び溶媒の回収施設関

係，製品貯蔵施設関係，放射性廃棄物の

廃棄施設関係，その他再処理設備の附属

施設関係，安全保護系関係，電気設備関

係，放射線管理関係，火災防護関係及び

気象観測関係の監視及び操作を手動で行

える設計とする。◇2  

 

  

    (７) 制御室及びこれに連絡する通路並

びに運転員その他の従事者が制御室に出

入りするための区域には，設計基準事故

が発生した場合にも運転員その他の従事

者が制御室内にとどまり再処理施設の安

全性を確保するための措置がとれるよ

う，アクセス通路を確保するとともに，

適切な遮蔽を設ける設計とする。◇2  

 

  

    (８) 制御室換気設備は，気体状の放射

性物質，火災又は爆発により発生する有

毒ガス並びに固定源及び可動源により発

生する有毒ガスに対して運転員その他の

従事者を適切に防護するために，外気を

遮断して換気系統の再循環運転が可能な

設計とする。◇2  

 

  

 b.計測制御装置 

 中央制御室には，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設関係，せん断処理施設

関係，溶解施設関係，分離施設関係，精

製施設関係，脱硝施設関係，酸及び溶媒

の回収施設関係，製品貯蔵施設関係，放

射性廃棄物の廃棄施設関係，その他再処

理設備の附属施設関係，安全保護回路関

係及び電気設備関係等の計測制御装置を

設けた安全系監視制御盤及び監視制御盤

等で構成し，再処理施設の健全性を確保

するために必要なパラメータを監視でき

るとともに，中央制御室において制御す

る工程の設備の運転状態において，運転

員に過度な負担とならないよう，安全系

監視制御盤及び監視制御盤において監

視，操作する対象を定め，通常運転，運

転時の異常な過渡変化及び設計基準事故

の対応に必要な操作器，指示計，記録計

及び警報装置を有する設計とする。制②

-5 

 

  (２) 計測制御装置 

 中央制御室に設ける運転の監視，制御

及び操作をするための主要な表示及び操

作装置（記録計及び警報を含む｡）は，

以下のとおりである。制②-5,④-5 

 

 ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設関係制②-5,④-5 

 バスケット取扱装置及びバスケット搬

送機の運転の監視及び制御をするための

表示及び操作装置並びに燃料貯蔵プ－ル

等の運転の監視のための表示装置◇2  

 

 ｂ．せん断処理施設関係制②-5,④-5 

 燃料横転クレーン，せん断機等の運転

の監視及び制御をするための表示及び操

作装置◇2  

 

 ｃ．溶解施設関係制②-5,④-5 

 溶解槽，硝酸調整槽，硝酸供給槽，第

１よう素追出し槽，第２よう素追出し

槽，清澄機等の運転の監視及び制御をす

るための表示及び操作装置◇2  

a.中央制御室制御盤等 

中央制御室制御盤は，原子炉制御関

係，原子炉プラントプロセス計装関係，

原子炉緊急停止系関係，原子炉補助設備

関係，タービン発電機関係，所内電気回

路関係等の計測制御装置を設けた中央監

視操作盤及び中央制御室内裏側直立盤で

構成し，設計基準対象施設の健全性を確

認するために必要なパラメータ（炉心の

中性子束，制御棒位置，原子炉冷却材の

圧力，温度及び流量，原子炉水位，原子

炉格納容器内の圧力及び温度等）を監視

できるとともに，全てのプラント運転状

態において，運転員に過度な負担となら

ないよう，中央制御室制御盤において監

視，操作する対象を定め，通常運転，運

転時の異常な過渡変化及び設計基準事故

の対応に必要な操作器，指示計，記録計

及び警報装置（計測制御系統施設，放射

性廃棄物の廃棄施設及び放射線管理施設

の警報装置を含む。）を有する設計とす

る。 

 

 

⑮（P27）から 

【許可からの変更点】 

許可整合（制②-1、④-1）で

は具体の基本方針を展開でき

ないため、事業変更許可申請

書の記載表現を用いて発電炉

の記載に合わせた。 

【「等」の解説】 

「等」を指す内容は射線管理

関係、火災防護関係及び気象

観測関係であり、発電炉に合

わせて主要な計測制御装置で

ある再処理施設の運転の監

視、制御及び操作を行うため

の表示及び操作装置並びに再

処理施設の安全性を確保する

ために必要な操作を行うため

の表示及び操作装置を記載す

る。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

運転の監視、制御及び操作を

するための主要な表示及び操

作装置（操作器、指示計、記

録計及び警報装置を含む）の

対象、盤構成が異なるため。 

【「等」の解説】 

「等」を指す内容は放射線監視

盤、火災報知盤・防災盤などであ

り、上述の主要な計測制御装置に

合わせて再処理施設の運転の監

視，制御及び操作を行うための表

示及び操作装置である監視制御盤

並びに再処理施設の安全性を確保

するために必要な操作を行うため

の表示及び操作装置である安全系

監視制御盤を記載する。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    ｄ．分離施設関係制②-5,④-5 

 第１洗浄塔，第２洗浄塔，補助抽出

器，プルトニウム分配塔，プルトニウム

洗浄器，ウラン逆抽出器，ウラン濃縮缶

等の運転の監視及び制御をするための表

示及び操作装置◇2  

 

 ｅ．精製施設関係制②-5,④-5 

 逆抽出器，ウラン濃縮缶，抽出塔，逆

抽出塔，プルトニウム洗浄器，プルトニ

ウム濃縮缶等の運転の監視及び制御をす

るための表示及び操作装置◇2  

 

 ｆ．脱硝施設関係制②-5,④-5 

 脱硝塔，還元炉等の運転の監視及び制

御をするための表示及び操作装置◇2  

 ｇ．酸及び溶媒の回収施設関係制②-

5,④-5 

 蒸発缶，溶媒洗浄器，溶媒蒸留塔等の

運転の監視及び制御をするための表示及

び操作装置◇2  

 

 ｈ．製品貯蔵施設関係制②-5,④-5 

 貯蔵容器台車，移載機等の運転の監視

及び制御をするための表示及び操作装置

◇2  

 

 ｉ．放射性廃棄物の廃棄施設関係制

②-5,④-5 

 高レベル廃液濃縮缶，高レベル濃縮廃

液貯槽，不溶解残渣廃液貯槽等の運転の

監視及び制御をするための表示及び操作

装置◇2  

 

 ｊ．その他再処理設備の附属施設関係

制②-5,④-5 

 安全圧縮空気系の空気圧縮機，安全冷

却水系の冷却水循環ポンプ，安全蒸気系

のボイラの運転の監視及び制御をするた

めの表示及び操作装置◇2  

 

 ｋ．安全保護系関係制②-5,④-5 

 安全保護系の表示及び操作装置◇2  

 

 ｌ．電気設備関係制②-5,④-5 

 せん断処理施設，溶解施設等の電源系

統の監視及び制御をするための表示及び

操作装置◇2  

 

  

⑮（P27）から 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

 ｍ．放射線管理関係制②-5 

 放射線監視のための表示装置◇2  

 ｎ．火災防護関係制②-5 

 火災報知のための表示装置◇2  

 

 ｏ．気象観測関係制②-5 

 風向，風速等の表示装置◇2  

 

  

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室には，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設関係及び電気設備関係等の

計測制御装置を設けた安全系監視制御盤

及び監視制御盤等で構成し，再処理施設

の健全性を確保するために必要なパラメ

ータを監視できるとともに，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にお

いて制御する工程の設備の運転状態にお

いて，運転員に過度な負担とならないよ

う，安全系監視制御盤及び監視制御盤に

おいて監視，操作する対象を定め，通常

運転，運転時の異常な過渡変化及び設計

基準事故の対応に必要な操作器，指示

計，記録計及び警報装置を有する設計と

する。制②-6 

 

  (２) 計測制御装置 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室に設ける運転の監視，制御及び

操作をするための主要な表示及び操作装

置（記録計及び警報を含む。）は，以下

のとおりである。制②-6,④-6 

 

  

   ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設関係制②-6,④-6 

 燃料取出しピット，燃料仮置きピッ

ト，燃料貯蔵プール，燃料送出しピット

等の運転の監視及び制御をするための表

示及び操作装置◇2  

 

 ｂ．電気設備関係制②-6,④-6 

 電源系統の監視及び制御をするための

表示及び操作装置◇2  

 

 ｃ．放射線管理関係制②-6 

 放射線監視のための表示装置◇2  

 

 ｄ．火災防護関係制②-6 

 火災報知のための表示装置◇2  

 

  

⑯（P40）から 

【許可からの変更点】 

許可整合（制②-1、④-1）で

は具体の基本方針を展開でき

ないため、事業変更許可申請

書の記載表現を用いて発電炉

の記載に合わせた。 

【「等」の解説】 

「等」を指す内容は放射線監視盤、火

災報知盤・防災盤などであり、上述の

主要な計測制御装置に合わせて再処理

施設の運転の監視，制御及び操作を行

うための表示及び操作装置である監視

制御盤並びに再処理施設の安全性を確

保するために必要な操作を行うための

表示及び操作装置である安全系監視制

御盤を記載する。 

【「等」の解説】 

「等」を指す内容は放射線管理関係、

火災防護関係及び気象観測関係であ

り、発電炉に合わせて主要な計測制御

装置である再処理施設の運転の監視、

制御及び操作を行うための表示及び操

作装置並びに再処理施設の安全性を確

保するために必要な操作を行うための

表示及び操作装置を記載する。 

⑮（P27）から 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    なお，安全保護装置及びそれにより駆

動又は制御される機器については，バイ

パス状態，使用不能状態について表示す

ること等により運転員が的確に認知でき

る設計とする。 

また，運転員の監視及び操作を支援す

るための装置及びプラント状態の把握を

支援する装置としてＣＲＴ等を有する設

計とする。 

 

 

   1.7.17 誤操作の防止に関する設計 

1.7.17.1 誤操作の防止に関する設計方

針 

安全機能を有する施設は，運転員による

誤操作を防止するため，以下の措置を講

ずる設計とする。◇1  

 

 

 

 

 安全機能を有する施設のうち，制御室

の安全系監視制御盤及び監視制御盤は，

操作性，視認性及び人間工学的観点の諸

因子を考慮した盤の配置，操作器具の配

置，計器の配置及び警報表示器具の配置

を行い，操作性及び視認性に留意すると

ともに，再処理施設の状態を正確，か

つ，迅速に把握できる設計とする。制②

-7 

 

 (１) 安全機能を有する施設のうち，中

央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の安全系監視制御盤並

びに監視制御盤は，操作性，視認性及び

人間工学的観点の諸因子を考慮した盤の

配置，操作器具の配置，計器の配置及び

警報表示器具の配置を行い，操作性及び

視認性に留意するとともに，再処理施設

の状態を正確，かつ，迅速に把握できる

設計とする。制②-7 

 

設計基準対象施設は，プラントの安全

上重要な機能に支障をきたすおそれがあ

る機器・弁等に対して，色分けや銘板取

り付け等の識別管理や人間工学的な操作

性も考慮した監視操作エリア・設備の配

置，中央監視操作の盤面配置，理解しや

すい表示方法により発電用原子炉施設の

状態が正確，かつ迅速に把握できる設計 

 

 

 安全機能を有する施設のうち，制御室

の安全系監視制御盤は，多重化を行い分

離配置するとともに，系統ごとにグルー

プ化して集約した操作器具を盤面上に配

置し，操作性及び視認性に留意した設計

とする。制②-8 

 

 (２) 安全機能を有する施設のうち，中

央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の安全系監視制御盤

は，多重化を行い分離配置するととも

に，系統ごとにグループ化して集約した

操作器具を盤面上に配置し，操作性及び

視認性に留意した設計とする。制②-8 

 

中央制御室制御盤は，盤面器具（指示

計，記録計，操作器具，表示装置，警報

表示）を系統毎にグループ化して中央監

視操作盤に集約し，操作器具の統一化

（色，形状，大きさ等の視覚的要素での

識別），操作器具の操作方法に統一性を

持たせること等により，通常運転，運転

時の異常な過渡変化及び設計基準事故時

において運転員の誤操作を防止するとと

もに，容易に操作ができる設計とする。 

 

 

 安全機能を有する施設のうち，中央制

御室の監視制御盤は，施設ごとにエリア

を分けて配置する設計とする。また，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室の監視制御盤は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室に配置す

る。制②-9 

 

 (３) 安全機能を有する施設のうち，中

央制御室の監視制御盤は，施設ごとにエ

リアを分けて配置する設計とする。ま

た，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室の監視制御盤は，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に配

置する。制②-9,④-9 

 

  
（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉と違い、監視制御盤は

建屋単位で盤配置しているた

め。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉と違い、安全系監視制

御盤はＡ系・Ｂ系で盤を多重

化し、分離配置しているた

め。 

⑳（P15）から 

⑲（P14）から 
【許可からの変更点】 

記載適正化を行う。（以下同様） 

⑱（P13）へ 

⑰（P55）から 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

制御室に設置する安全系監視制御盤

及び監視制御盤以外の現場に設置す

る機器・弁に対する操作性、視認性

及び人間工学的観点の諸因子を考慮

した設計については、第 16 条「安全

機能を有する施設」にて記載する。 
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別紙１① 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 安全機能を有する施設のうち，制御室

の監視制御盤は，監視操作を行う画面を

系統ごとにグループ化して集約し，操作

性及び視認性に留意した設計とする。制

②-10 

 

 (４) 安全機能を有する施設のうち，中

央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の監視制御盤は，監視

操作を行う画面を系統ごとにグループ化

して集約し，操作性及び視認性に留意し

た設計とする。制②-10 

 

  

   (５) 安全機能を有する施設の操作器具

であるスイッチ及び各建屋に設置する機

器，弁等は，系統等による色分けや銘板

取り付けによる識別表示を講じ，誤りを

生じにくいよう留意した設計とする。◇7  

 

  

 安全機能を有する施設のうち，制御室

の安全系監視制御盤の操作器具は，誤接

触による誤動作を防止するため，誤操作

防止カバーを設置し，誤りを生じにくい

よう留意した設計とする。制②-11 

 

 (６) 安全機能を有する施設のうち，中

央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の安全系監視制御盤の

操作器具は，誤接触による誤動作を防止

するため，誤操作防止カバーを設置し，

誤りを生じにくいよう留意した設計とす

る。制②-11 

 

  

 安全機能を有する施設のうち，制御室

の安全系監視制御盤の操作器具は，形状

による区別を行うとともに，必要により

鍵付スイッチを採用することにより，誤

りを生じにくいよう留意した設計とす

る。制②-12 

 

 (７) 安全機能を有する施設のうち，中

央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の安全系監視制御盤の

操作器具は，形状による区別を行うとと

もに，必要により鍵付スイッチを採用す

ることにより，誤りを生じにくいよう留

意した設計とする。制②-12 

 

 

 

 

 

とするとともに施錠管理を行い，運転員

の誤操作を防止する設計とする。また，

保守点検において誤りが生じにくいよう

留意した設計とする。 

 

 

 安全機能を有する施設のうち，制御室

の監視制御盤の画面上の操作スイッチ

は，タッチオペレーション式によるダブ

ルアクション操作及び，通常時操作と機

器単体保守時の操作を制限する施錠機能

により，誤りを生じにくいよう留意した

設計とする。制②-13 

 

 (８) 安全機能を有する施設のうち，中

央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の監視制御盤の画面上

の操作スイッチは，タッチオペレーショ

ン式によるダブルアクション操作及び，

通常時操作と機器単体保守時の操作を制

限する施錠機能により，誤りを生じにく

いよう留意した設計とする。制②-13 

 

  

 安全機能を有する施設のうち，制御室

の監視制御盤は，警報の重要度ごとに色

分けによる識別表示をすることにより，

正確，かつ，迅速に状況を把握できるよ

う留意した設計とする。制②-14 

 

 (９) 安全機能を有する施設のうち，中

央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の監視制御盤は，警報

の重要度ごとに色分けによる識別表示を

することにより，正確，かつ，迅速に状

況を把握できるよう留意した設計とす

る。制②-14 

 

  

㉑（P14）から 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉と違い、誤操作防止に

係る具体を記載しているた

め。 

⑰（P55）から 

1532



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（13 / 61） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 安全機能を有する施設のうち，制御室

の監視制御盤は，運転員の監視及び操作

を支援するための装置及び制御室におい

て制御する工程の設備の運転状態の把握

を支援する装置としてＣＲＴ等を有する

設計とする。制②-15 

 

  また，運転員の監視及び操作を支援す

るための装置及びプラント状態の把握を

支援する装置としてＣＲＴ等を有する設

計とする。 

 

 

   (10) 安全機能を有する施設の操作器具

及び機器，弁等は，保守点検において

も，点検状態を示す札掛けを行うととも

に，必要に応じて施錠することにより，

誤りを生じにくいよう留意した設計とす

る。◇7  

 

  

   (11) 運転時の異常な過渡変化又は設計

基準事故の発生後，ある時間までは，運

転員の操作を期待しなくても必要な安全

機能が確保されるよう，時間余裕が少な

い場合においても安全保護回路により，

異常事象を速やかに収束させることが可

能な設計とする。◇7  

 

  

    (９) 中央制御室は，再処理事業所内の

運転員その他の従事者に対して操作，作

業又は退避の指示の連絡ができる設計と

するとともに，緊急時対策所及び再処理

施設外の必要箇所との通信連絡ができる

設計とする。使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室は，使用済燃料輸送

容器管理建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建

屋，第１低レベル廃棄物貯蔵建屋及び第

４低レベル廃棄物貯蔵建屋の運転員その

他の従事者に対して操作，作業又は退避

の指示の連絡ができる設計とするととも

に中央制御室及び緊急時対策所との通信

連絡ができる設計とする。◇8  

 

  

    (10) 制御室には，設計基準事故が発生

した場合においても，運転員その他の従

事者が操作，作業及び監視を適切に実施

できるよう照明を設ける設計とする。◇9  

 

  

⑱（P11）から 【「等」の解説】 

「等」を指す内容は液晶ディ

スプレイなどである。 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（14 / 61） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    (11) 制御室は，想定される地震，内部

火災，溢水，化学薬品の漏えい及び 

有毒ガスの発生による操作環境の悪化を

考慮しても制御室での運転操作に影響を

与えない設計とする。◇1  

 

  

    (1２) 制御室に設置する必要なパラメ

ータを監視するための表示及び操作装置

は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を

使用する設計とする。共通①-1 

 

  

    (1３) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の

安全確保及び運転操作上必要となる使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室並びに同室内に設置する表示及び操作

装置は，再処理設備本体の運転開始に先

立ち使用できる設計とする。◇3  

 

  

    非常用炉心冷却設備その他の非常時に

発電用原子炉の安全を確保するための設

備を運転中に試験する場合に使用する電

動弁用電動機の熱的過負荷保護装置は，

使用状態を運転員が的確に識別できるよ

う表示装置を設ける設計とする。 

 

 

    緊急時対策所との連絡及び連携の機能

に係る情報伝達の不備や誤判断が生じな

いよう，緊急時対策に必要な情報につい

て運転員を介さずとも確認できる設計と

する。 

 

 

    設計基準対象施設は，プラントの安全

上重要な機能に支障をきたすおそれがあ

る機器・弁等に対して，色分けや銘板取

り付け等の識別管理や人間工学的な操作

性も考慮した監視操作エリア・設備の配

置，中央監視操作の盤面配置，理解しや

すい表示方法により発電用原子炉施設の

状態が正確，かつ迅速に把握できる設計

とするとともに施錠管理を行い，運転員

の誤操作を防止する設計とする。また，

保守点検において誤りが生じにくいよう

留意した設計とする。 

 

 

①（P1）へ 

⑲（P11）へ 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設には設け

ない設備の設計方針

のため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

第 31 条「通信連絡設

備」に係る設計方針

のため。 

㉑（P12）へ 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（15 / 61） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    中央制御室制御盤は，盤面器具（指示

計，記録計，操作器具，表示装置，警報

表示）を系統毎にグループ化して中央監

視操作盤に集約し，操作器具の統一化

（色，形状，大きさ等の視覚的要素での

識別），操作器具の操作方法に統一性を

持たせること等により，通常運転，運転

時の異常な過渡変化及び設計基準事故時

において運転員の誤操作を防止するとと

もに，容易に操作ができる設計とする。 

 

 

   6.1.4.3 主要設備の仕様 

 制御室の主要機器仕様を第 6.1.4－１

表に示す。◇4  

 

  

   6.1.4.4 主要設備 

6.1.4.4.1 中央制御室 

 中央制御室は，制御建屋内に設置し，

設計基準事故等が発生した場合に，運転

員その他の従事者が支障なく中央制御室

に入ることができるよう，これに連絡す

る通路及び出入りするための区域を設け

る設計とする。また，中央制御室にとど

まり再処理施設の安全性確保に必要な操

作，措置を行う運転員その他の従事者が

過度の被ばくを受けないよう，制御建屋

中央制御室換気設備の機能とあいまっ

て，設計基準事故等の対処が収束するま

での期間滞在できるよう遮蔽を設ける設

計とする。◇2  

 

  

   中央制御室の換気設備は，気体廃棄物

の廃棄施設の換気設備と独立して設け，

設計基準事故時には外気との連絡口を遮

断し，高性能粒子フィルタを内蔵した中

央制御室フィルタユニットを通る再循環

運転とし，運転員その他の従事者を過度

の被ばくから防護する設計とする。外部

との遮断が長期にわたり，室内の雰囲気

が悪化した場合には，外気を中央制御室

フィルタユニットで浄化しながら取り入

れることも可能な設計とする。◇2  

 

  

   再処理施設に影響を及ぼす可能性のあ

ると想定される自然現象等（森林火災，

草原火災，航空機落下及び近隣工場等の

火災等）及び人為事象（故意によるもの

を除く。）や再処理施設の外の状況を把

握するため暗視機能を有する監視カメラ

を設置し，昼夜にわたり制御室で監視で

きる設計とする。◇1  

  

⑳（P11）へ 

1535



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（16 / 61） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 制御室は，再処理施設の安全性を確保

するための操作が必要となる理由となっ

た事象が有意な可能性をもって同時にも

たらされる環境条件及び再処理施設で有

意な可能性をもって同時にもたらされる

環境条件（地震，内部火災，溢水，化学

薬品の漏えい，外部電源喪失，ばい煙及

び有毒ガス，降下火砕物による操作雰囲

気の悪化並びに凍結）を想定しても，適

切な措置を講ずることにより運転員その

他の従事者が運転時の異常な過渡変化及

び設計基準事故に対応するための設備を

容易に操作ができる設計とする。制②-

12,13 

 

  中央制御室は，再処理施設の安全性を

確保するための操作が必要となる理由と

なった事象が有意な可能性をもって同時

にもたらされる環境条件及び再処理施設

で有意な可能性をもって同時にもたらさ

れる環境条件（地震，内部火災，溢水，

化学薬品の漏えい，外部電源喪失，ばい

煙及び有毒ガス，降下火砕物による操作

雰囲気の悪化並びに凍結）を想定して

も，適切な措置を講ずることにより運転

員その他の従事者が運転時の異常な過渡

変化及び設計基準事故に対応するための

設備を容易に操作ができる設計とする。

制②-12 

 

当該操作が必要となる理由となった事

象が有意な可能性をもって同時にもたら

される環境条件及び発電用原子炉施設で

有意な可能性をもって同時にもたらされ

る環境条件（地震，内部火災，内部溢

水，外部電源喪失並びに燃焼ガスやばい

煙，有毒ガス，降下火砕物及び凍結によ

る操作雰囲気の悪化）を想定しても，運

転員が運転時の異常な過渡変化及び設計

基準事故に対応するための設備を中央制

御室において操作に必要な照明の確保等

により容易に操作することができる設計

とするとともに，現場操作についても運

転時の異常な過渡変化及び設計基準事故

時に操作が必要な箇所は環境条件を想定

し，適切な対応を行うことにより容易に

操作することができる設計とする。 

 

 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室は，再処理施設の安全性を確保

するための操作が必要となる理由となっ

た事象が有意な可能性をもって同時にも

たらされる環境条件及び再処理施設で有

意な可能性をもって同時にもたらされる

環境条件（地震，内部火災，溢水，化学

薬品の漏えい，外部電源喪失，ばい煙及

び有毒ガス，降下火砕物による操作雰囲

気の悪化並びに凍結）を想定しても，適

切な措置を講じることにより運転員その

他の従事者が運転時の異常な過渡変化及

び設計基準事故に対応するための設備を

容易に操作ができる設計とする。制②-

13 

 

   中央制御室は，有毒ガスが及ぼす影響

により，運転員の対処能力が著しく低下

し，安全機能を有する施設の安全機能が

損なわれることがない設計とする。その

ために，事業指定基準規則第九条及び第

十二条に係る設計方針を踏まえて，敷地

内外の固定源及び可動源それぞれに対し

て，有毒ガス防護に係る影響評価を実施

する。◇1  

 

  

㊴（P21）へ 

㉒（P35）から 

【許可からの変更点】 

主語の適正化を行う。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

操作の容易性に係

る設計方針のう

ち、照明確保は第

14 条「安全避難通

路」、現場操作は

第 16 条「安全機能

を有する施設」に

て整理するため。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   有毒ガス防護に係る影響評価に当たっ

ては，「有毒ガス防護に係る影響評価ガ

イド」（平成 29 年４月５日 原規技発第

1704052 号 原子力規制委員会決定）

（以下「有毒ガス評価ガイド」とい

う。）を参考とし，再処理施設の特徴

（再処理プロセスで大量に化学薬品を取

り扱うため，化学薬品の取扱いに係る安

全設計がなされている等）を考慮する。

有毒ガス防護に係る影響評価では，有毒

ガスが作業環境中に多量に放出され，人

体へ悪影響を及ぼすおそれがあるかの観

点から，化学物質の性状，保有量及び保

有方法を踏まえ，有毒ガス防護に係る影

響評価の対象とする固定源及び可動源を

特定する。◇1  

 

  

   また，固定源及び可動源の有毒ガス防

護に係る影響評価に用いる保有量等の評

価条件を，現場の状況を踏まえ設定す

る。固定源に対しては，貯蔵容器すべて

が損傷し，可動源に対しては，影響の

も大きい輸送容器が一基損傷し，内包す

る化学物質が全量流出することを設定す

る。◇1  

 

  

   敷地内外の固定源に対しては，運転員

の吸気中の有毒ガス濃度が，有毒ガス防

護のための判断基準値を下回ることを評

価により確認した。◇1  

 

  

   したがって，有毒ガスの発生を検出す

るための装置や自動的に警報するための

装置を設置する必要はない。制⑤-6 

 

  

   なお，万一に備え，敷地内外の可動源

に対する対策と同様の対策をとる。◇1  

 

  

   敷地内外の可動源に対しては，

「1.7.16.2 再処理施設における化学薬

品取扱いの基本方針」に示した化学薬品

の安全管理に係る手順に基づき，漏えい

又は異臭等の異常を確認した者（立会

人，公的機関から情報を入手した者等）

が中央制御室の運転員（統括当直長）に

連絡することにより，中央制御室の運転

員が有毒ガスの発生を認知できるよう，

通信連絡設備を設ける設計とする。◇1  

 

  

㊶（P22）へ 

㊷（P23）へ 

㊸（P23）へ 

㊹（P23）へ 

㊺（P23）へ 

㊵（P22 へ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   また，換気設備の隔離，防護具の着用

等の対策により，有毒ガスから中央制御

室の運転員を防護できる設計とする。◇1  

 

  

   なお，連絡を受けた中央制御室の運転

員（統括当直長）は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の運転員並

びに緊急時対策所の設計基準事故及び重

大事故等の対処に必要な指示を行う要員

（非常時対策組織本部の本部長）に対し

て有毒ガスの発生を連絡する。◇1  

  

    中央制御室で想定される環境条件とそ

の措置は以下のとおり。 

・地震 

 中央制御室，監視制御盤及び安全系監

視制御盤は，耐震性を有する制御建屋内

に設置し，基準地震動による地震力に対

し必要となる機能が喪失しない設計とす

る。また，監視制御盤及び安全系監視制

御盤は床等に固定することにより，地震

発生時においても運転操作に影響を与え

ない設計とする。◇2  

 

  

   ・内部火災 

 中央制御室に粉末消火器又は二酸化炭

素消火器等を設置するとともに，常駐す

る運転員その他の従事者によって火災感

知器による早期の火災感知を可能とし，

火災が発生した場合の運転員その他の従

事者の対応を社内規定に定め，運転員そ

の他の従事者による速やかな消火活動を

行うことで運転操作に重大な影響を与え

ず容易に操作ができる設計とする。◇2  

 

  

   ・溢水 

 中央制御室内には溢水源となる機器を

設けない設計とする。また，他の区画か

らの流入を防止する設計とする。 

 万一，火災が発生したとしても，粉末

消火器又は二酸化炭素消火器等にて初期

消火活動を行うため，溢水源とならない

ことから，運転操作に影響を与えず容易

に操作ができる設計とする。◇2  

 

  

   ・化学薬品の漏えい 

 中央制御室内には化学薬品の漏えい源

となる機器を設けない設計とする。ま

た，他の区画からの流入を防止する設計

とする。◇2  

 

  

㊻（P24）へ 

㊼（P24）へ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   ・外部電源喪失 

 中央制御室における運転操作に必要な

照明は，外部電源が喪失した場合には，

第２非常用ディーゼル発電機が起動する

ことにより，操作に必要な照明用の電源

を確保し，運転操作に影響を与えず容易

に操作ができる設計とする。また，直流

非常灯及び蓄電池内蔵型照明により中央

制御室における運転操作に必要な照明を

確保し，容易に操作ができる設計とす

る。◇2  

 

  

   ・ばい煙，有毒ガス及び降下火砕物によ

る操作環境の悪化 

 火災又は爆発により発生する燃焼ガ

ス，ばい煙及び有毒ガス，降下火砕物並

びに固定源及び可動源により発生する有

毒ガスによる中央制御室内の操作環境の

悪化に対しては，手動で制御建屋中央制

御室換気設備の制御建屋中央制御室空調

系のダンパを閉止し，再循環運転を行う

ことで外気を遮断することにより，運転

操作に影響を与えず容易に操作ができる

設計とする。◇2  

 

  

   ・凍結による操作環境への影響 

 凍結による操作環境への影響に対して

は，制御建屋中央制御室換気設備により

中央制御室内の環境温度を制御すること

により，運転操作に影響を与えず容易に

操作ができる設計とする。◇2  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    b.外部状況把握 

発電用原子炉施設の外部の状況を把握

するため，津波・構内監視カメラ（浸水

防護施設の設備を計測制御系統施設の設

備として兼用（以下同じ。）），風向，

風速その他の気象条件を測定する気象観

測設備（東海，東海第二発電所共用（以

下同じ。））等を設置し，津波・構内監

視カメラの映像，気象観測設備等のパラ

メータ及び公的機関からの地震，津波，

竜巻情報等の入手により中央制御室から

発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能性

のある自然現象等を把握できる設計とす

る。 

津波・構内監視カメラは暗視機能等を

持ち，中央制御室にて遠隔操作すること

により，発電所構内の周辺状況（海側及

び陸側）を昼夜にわたり把握できる設計

とする。 

なお，津波・構内監視カメラは，地震

荷重等を考慮し必要な強度を有する設計

とするとともに，所内常設直流電源設備

から給電できる設計とする。 

 

 

 c.居住性の確保 

制御室及びこれに連絡する通路並びに

運転員その他の従事者が制御室に出入り

するための区域は，運転時の異常な過渡

変化及び設計基準事故が発生した場合に

再処理施設の安全性を確保するための措

置をとれるよう，運転員その他の従事者

が支障なく入ることができる設計とす

る。また，運転員その他の従事者が，制

御室に一定期間とどまり，必要な操作を

行う際に過度の被ばくを受けないよう，

適切な遮蔽を設ける設計とする。制⑤-

1,3 

 

 

制御室及びこれに連絡する通路並びに

運転員その他の従事者が制御室に出入り

するための区域は，設計基準事故が発生

した場合に再処理施設の安全性を確保す

るための措置をとれるよう，運転員その

他の従事者が支障なく入ることができる

設計とする。また，運転員その他の従事

者が，制御室に一定期間とどまり，必要

な操作を行う際に過度の被ばくを受けな

いよう，適切な遮蔽を設ける設計とす

る。制⑤-1 

 

 c.居住性の確保 

中央制御室及びこれに連絡する通路並

びに運転員その他の従事者が中央制御室

に出入りするための区域は，原子炉冷却

系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は

故障その他の異常が発生した場合に，中

央制御室の気密性，遮蔽その他適切な放

射線防護措置，気体状の放射性物質並び

に火災等により発生する燃焼ガス，ばい

煙，有毒ガス及び降下火砕物に対する換

気設備の隔離その他の適切な防護措置を

講じることにより，発電用原子炉の運転

の停止その他の発電用原子炉施設の安全

性を確保するための措置をとるための機

能を有するとともに連絡する通路及び出

入りするための区域は従事者が支障なく

中央制御室に入ることができるよう，多

重性を有する設計とする。 

 

 

 さらに，制御室に運転員その他の従事

者がとどまることができるよう，気体状

の放射性物質，火災又は爆発により発生

する有毒ガス及び化学物質により発生す

る有毒ガスに対する換気設備の隔離その

他の適切に防護するための措置に必要な

設備を設ける設計とする。制⑤-2,3 

 

さらに，制御室に運転員その他の従事

者がとどまることができるよう，気体状

の放射性物質，火災又は爆発により発生

する有毒ガス及び化学物質により発生す

る有毒ガスに対する換気設備の隔離その

他の適切に防護するための措置に必要な

設備を設ける設計とする。制⑤-2 

 

  

⑩（P3）から 

⑪（P3）から 

【許可からの変更点】 

第二十七条遮蔽の要求を受

けて記載適正化を行う。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

換気設備の隔離その他

の適切な防護措置を講

じるために考慮する条

件が異なるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では、中央制御室の気密

性を期待せず、換気設備の外気取入

口に到達した放射性物質が中央制御

室に取入れられることを想定した条

件にて被ばく評価を実施しているた

め。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設も入口に対して多重性を

有する設計になっていることは、事

業変更許可申請書本文の機器配置概

要図より明らかなため、再処理施設

の基本設計方針は事業変更許可申請

書本文に合わせて記載する。 

⑫（P6）へ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  制御室及びこれに連絡する通路並びに

運転員その他の従事者が制御室に出入り

するための区域は，設計基準事故が発生

した場合において，運転員その他の従事

者が再処理施設の安全性を確保するため

の措置をとれるよう，適切な遮蔽を設け

るとともに，気体状の放射性物質，火災

又は爆発により発生する有毒ガス及び化

学物質により発生する有毒ガスに対する

換気設備の隔離その他の適切に防護する

ための措置に必要な設備を設ける設計と

する。制⑤-3 

 

  

 制御室は，有毒ガスが及ぼす影響によ

り，運転員の対処能力が著しく低下し，

安全機能を有する施設の安全機能が損な

われることがない設計とする。制⑤-4 

 

制御室は，有毒ガスが及ぼす影響によ

り，運転員の対処能力が著しく低下し，

安全機能を有する施設の安全機能が損な

われることがない設計とする。【制⑤-

4】そのために，事業指定基準規則第九

条及び第十二条に係る設計方針を踏まえ

て，有毒ガスが発生した場合の影響評価

（以下「有毒ガス防護に係る影響評価」

という。）を実施する。□6  

制御室は，有毒ガスが及ぼす影響によ

り，運転員の対処能力が著しく低下し，

安全機能を有する施設の安全機能が損な

われることがない設計とする。そのため

に，事業指定基準規則第九条及び第十二

条に係る設計方針を踏まえて，有毒ガス

防護に係る影響評価を実施する。□7  

 

 

 

中央制御室は，有毒ガスが及ぼす影響に

より，運転員の対処能力が著しく低下

し，安全機能を有する施設の安全機能が

損なわれることがない設計とする。その

ために，事業指定基準規則第九条及び第

十二条に係る設計方針を踏まえて，敷地

内外の固定源及び可動源それぞれに対し

て，有毒ガス防護に係る影響評価を実施

する。◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室は，有毒ガスが及ぼす影響によ

り，運転員の対処能力が著しく低下し，

安全機能を有する施設の安全機能が損な

われることがない設計とする。そのため

に，事業指定基準規則第九条及び第十二

条に係る設計方針を踏まえて，敷地内外

の固定源及び可動源それぞれに対して，

有毒ガス防護に係る影響評価を実施す

る。◇1  

 

  

㊴（P16）から 

㊽（P35）から 

㉛（P22）から 

㉘（P4）から 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  有毒ガス防護に係る影響評価に当たっ

ては，有毒ガスが作業環境中に多量に放

出され，人体へ悪影響を及ぼすおそれが

あるかの観点から，化学物質の性状，保

有量及び保有方法を踏まえ，有毒ガス防

護に係る影響評価の対象とする発生源を

特定する。□6  

有毒ガス防護に係る影響評価に当たっ

ては，有毒ガスが作業環境中に多量に放

出され，人体へ悪影響を及ぼすおそれが

あるかの観点から，化学物質の性状，保

有量及び保有方法を踏まえ，有毒ガス防

護に係る影響評価の対象として，敷地内

外において，貯蔵施設が保有している有

毒ガスを発生させるおそれのある化学物

質（以下「固定源」という。）及び敷地

内外において，輸送容器が保有している

有毒ガスを発生させるおそれのある化学

物質（以下「可動源」という。）を特定

する。□7  

 

 

有毒ガス防護に係る影響評価に当たっ

ては，「有毒ガス防護に係る影響評価ガ

イド」（平成 29 年４月５日 原規技発第

1704052 号 原子力規制委員会決定）

（以下「有毒ガス評価ガイド」とい

う。）を参考とし，再処理施設の特徴

（再処理プロセスで大量に化学薬品を取

り扱うため，化学薬品の取扱いに係る安

全設計がなされている等）を考慮する。

有毒ガス防護に係る影響評価では，有毒

ガスが作業環境中に多量に放出され，人

体へ悪影響を及ぼすおそれがあるかの観

点から，化学物質の性状，保有量及び保

有方法を踏まえ，有毒ガス防護に係る影

響評価の対象とする固定源及び可動源を

特定する。◇1  

有毒ガス防護に係る影響評価に当たっ

ては，有毒ガス評価ガイドを参考とし，

再処理施設の特徴（再処理プロセスで大

量に化学薬品を取り扱うため，化学薬品

の取扱いに係る安全設計がなされている

等）を考慮する。有毒ガス防護に係る影

響評価では，有毒ガスが作業環境中に多

量に放出され，人体へ悪影響を及ぼすお

それがあるかの観点から，化学物質の性

状，保有量及び保有方法を踏まえ，有毒

ガス防護に係る影響評価の対象とする固

定源及び可動源を特定する。◇1  

 

  

  また，有毒ガス防護に係る影響評価に

用いる保有量等の評価条件を，現場の状

況を踏まえ設定する。□6  

また，固定源及び可動源の有毒ガス防

護に係る影響評価に用いる保有量等の評

価条件を，現場の状況を踏まえ設定す

る。□7  

 

 

また，固定源及び可動源の有毒ガス防

護に係る影響評価に用いる保有量等の評

価条件を，現場の状況を踏まえ設定す

る。固定源に対しては，貯蔵容器すべて

が損傷し，可動源に対しては，影響の

も大きい輸送容器が一基損傷し，内包す

る化学物質が全量流出することを設定す

る。◇1  

また，固定源及び可動源の有毒ガス防

護に係る影響評価に用いる保有量等の評

価条件を，現場の状況を踏まえ設定す

る。固定源に対しては，貯蔵容器すべて

が損傷し，可動源に対しては，影響の

も大きい輸送容器が一基損傷し，内包す

る化学物質が全量流出することを設定す

る。◇1  

 

  

  上記評価を踏まえた対策等により，運

転員を防護できる設計とする。□6  

 

   
【許可からの変更点】 

有毒ガス影響評価結果を踏まえた設備設計

の考え方であり、添付書類に記載すること

から基本設計方針には展開しない。 
㉛（P4）から 

㊶（P17）から 

㊿（P36）から 

㉝（P25）から 

【許可からの変更点】 

有毒ガス影響評価における評価条件の

設定の考え方であり、添付書類に記載

することから基本設計方針には展開し

ない。 

㉚（P4）から 

㊵（P17）から 

㊾（P36）から 

㉜（P25）から 

【許可からの変更点】 

有毒ガス影響評価については、添付書

類にて記載することから基本設計方針

には展開しない。 

㉙（P4）から 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（23 / 61） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 敷地内外の固定源に対しては，運転員

の吸気中の有毒ガス濃度が，有毒ガス防

護のための判断基準値を下回ることを評

価により確認した。制⑤-5 

 

敷地内外の固定源に対しては，運転員

の吸気中の有毒ガス濃度が，有毒ガス防

護のための判断基準値を下回ることを評

価により確認した。制⑤-5 

 

 

敷地内外の固定源に対しては，運転員

の吸気中の有毒ガス濃度が，有毒ガス防

護のための判断基準値を下回ることを評

価により確認した。◇1  

敷地内外の固定源に対しては，運転員

の吸気中の有毒ガス濃度が，有毒ガス防

護のための判断基準値を下回ることを評

価により確認した。◇1  

 

  

 したがって，有毒ガスの発生を検出す

るための装置や自動的に警報するための

装置を設けない設計とする。制⑤-6 

 

 したがって，有毒ガスの発生を検出す

るための装置や自動的に警報するための

装置を設置する必要はない。制⑤-6 

したがって，有毒ガスの発生を検出す

るための装置や自動的に警報するための

装置を設置する必要はない。◇1  

 

  

  なお，万一に備え，敷地内外の可動源

に対する対策と同様の対策をとる。□6  

 

なお，万一に備え，敷地内外の可動源

に対する対策と同様の対策をとる。◇1  

なお，万一に備え，敷地内外の可動源

に対する対策と同様の対策をとる。◇1  

 

  

 敷地内外の可動源に対しては，「7. 

再処理施設内における化学薬品の漏えい

による損傷の防止」に示した化学薬品の

安全管理に係る手順に基づき，漏えい又

は異臭等の異常を確認した者（立会人，

公的機関から情報を入手した者等）が中

央制御室の運転員（統括当直長）に連絡

することにより，中央制御室の運転員が

有毒ガスの発生を認知できるよう，通信

連絡設備を設ける設計とする。制⑤-7 

 

敷地内外の可動源に対しては，

「ロ.(7) (i) (d) 化学薬品の漏えいに

よる損傷の防止」に示した化学薬品の安

全管理に係る手順に基づき，漏えい又は

異臭等の異常を確認した者（立会人，公

的機関から情報を入手した者等）が中央

制御室の運転員（統括当直長）に連絡す

ることにより，中央制御室の運転員が有

毒ガスの発生を認知できるよう，通信連

絡設備を設ける設計とする。制⑤-7 

 

 

敷地内外の可動源に対しては，

「1.7.16.2 再処理施設における化学薬

品取扱いの基本方針」に示した化学薬品

の安全管理に係る手順に基づき，漏えい

又は異臭等の異常を確認した者（立会

人，公的機関から情報を入手した者等）

が中央制御室の運転員（統括当直長）に

連絡することにより，中央制御室の運転

員が有毒ガスの発生を認知できるよう，

通信連絡設備を設ける設計とする。◇1  

敷地内外の可動源に対しては，

「1.7.16.2 再処理施設における化学薬

品取扱いの基本方針」に示した化学薬品

の安全管理に係る手順に基づき，立会

人，公的機関から情報を入手した者等か

ら連絡を受け有毒ガスの発生を認知した

中央制御室の運転員（統括当直長）が，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の運転員に連絡することにより，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の運転員が有毒ガスの発生を認知

できるよう，通信連絡設備を設ける設計

とする。◇1  

 

  

【許可からの変更点】 

敷地内外の固定源に対する有毒ガス防

護の運用対応であり、添付書類にて展

開することから基本設計方針には展開

しない。 

㉟（P22）から 

㊺（P17）から 

○54（P36）から 

㊱（P25）から 

㊹（P17）から 

○53（P36）から 

㊸（P17）から 

○52（P36）から 
【許可からの変更点】 

有毒ガス影響評価の結果を踏ま

えた設備設計の方針として、語

尾を見直し。 

㊷（P17）から 

○51（P36）から 
㉞（P22）から 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（24 / 61） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 また，換気設備の隔離，防護具の着用

等の対策により，有毒ガスから制御室の

運転員を防護できる設計とする。制⑤-8 

 

また，換気設備の隔離，防護具の着用

等の対策により，有毒ガスから制御室の

運転員を防護できる設計とする。制⑤-8 

 

 

また，換気設備の隔離，防護具の着用

等の対策により，有毒ガスから中央制御

室の運転員を防護できる設計とする。◇1  

また，換気設備の隔離，防護具の着用

等の対策により，有毒ガスから使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

運転員を防護できる設計とする。◇1  

 

 

  

 なお，連絡を受けた中央制御室の運転

員（統括当直長）は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の運転員並

びに緊急時対策所の設計基準事故及び重

大事故等の対処に必要な指示を行う要員

（非常時対策組織本部の本部長）に対し

て有毒ガスの発生を連絡することを保安

規定に定めて，管理する。制⑤-9 

 

なお，連絡を受けた中央制御室の運転

員（統括当直長）は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の運転員並

びに緊急時対策所の設計基準事故及び重

大事故等の対処に必要な指示を行う要員

（非常時対策組織本部の本部長）に対し

て有毒ガスの発生を連絡する。制⑤-9 

 

なお，連絡を受けた中央制御室の運転

員（統括当直長）は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の運転員並

びに緊急時対策所の設計基準事故及び重

大事故等の対処に必要な指示を行う要員

（非常時対策組織本部の本部長）に対し

て有毒ガスの発生を連絡する。◇1  

 

  

  中央制御室は，環境モニタリング設備

であるモニタリングポスト及びダストモ

ニタから，設計基準事故時における迅速

な対応のために必要な情報を表示できる

設計とする。□3  

 

   

  制御室等は，設計基準事故が発生した

場合（有毒ガスが発生した場合を含

む。）において，設置又は保管した所内

通信連絡設備により，再処理事業所内の

各所の者への必要な操作，作業又は退避

の指示等の連絡をブザー鳴動等により行

うことができる設計とする。□4  

 

   

  モニタリングポスト及びダストモニタ

は，「チ.(2) 屋外管理用の主要な設備

の種類」に記載する。□3  

 

   

  所内通信連絡設備は，「リ.(4)(x) 通

信連絡設備」に記載する。□4  

 

   

  制御室は，有毒ガスが及ぼす影響によ

り，運転員の対処能力が著しく低下し，

安全機能を有する施設の安全機能が損な

われることがない設計とする。そのため

に，事業指定基準規則第九条及び第十二

条に係る設計方針を踏まえて，有毒ガス

防護に係る影響評価を実施する。□7  

 

   

㊳（P23）から 

㊻（P18）から 

㊼（P18）から 

○55（P36）から 

【許可からの変更点】 

運用に係る基本設計方針につい

て、保安規定に定める旨、語尾

を見直し。 

㉛（P19）へ 

㊲（P23）から 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（25 / 61） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  有毒ガス防護に係る影響評価に当たっ

ては，有毒ガスが作業環境中に多量に放

出され，人体へ悪影響を及ぼすおそれが

あるかの観点から，化学物質の性状，保

有量及び保有方法を踏まえ，有毒ガス防

護に係る影響評価の対象として，敷地内

外において，貯蔵施設が保有している有

毒ガスを発生させるおそれのある化学物

質（以下「固定源」という。）及び敷地

内外において，輸送容器が保有している

有毒ガスを発生させるおそれのある化学

物質（以下「可動源」という。）を特定

する。□7  

 

   

  また，固定源及び可動源の有毒ガス防

護に係る影響評価に用いる保有量等の評

価条件を，現場の状況を踏まえ設定す

る。□7  

 

   

  敷地内外の固定源に対しては，運転員

の吸気中の有毒ガス濃度が，有毒ガス防

護のための判断基準値を下回ることを評

価により確認した。制⑤-5 

 

   

  なお，万一に備え，敷地内外の可動源

に対する対策と同様の対策をとる。□6  

 

   

  敷地内外の可動源に対しては，

「ロ.(7) (i) (d) 化学薬品の漏えいに

よる損傷の防止」に示した化学薬品の安

全管理に係る手順に基づき，漏えい又は

異臭等の異常を確認した者（立会人，公

的機関から情報を入手した者等）が中央

制御室の運転員（統括当直長）に連絡す

ることにより，中央制御室の運転員が有

毒ガスの発生を認知できるよう，通信連

絡設備を設ける設計とする。制⑤-7 

 

   

  また，換気設備の隔離，防護具の着用

等の対策により，有毒ガスから制御室の

運転員を防護できる設計とする。制⑤-8 

 

   

  なお，連絡を受けた中央制御室の運転

員（統括当直長）は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の運転員並

びに緊急時対策所の設計基準事故及び重

大事故等の対処に必要な指示を行う要員

（非常時対策組織本部の本部長）に対し

て有毒ガスの発生を連絡する。制⑤-9 

 

   

㊲（P21）へ 

㊳（P21）へ 

㉞（P20）へ 

㉝（P22）へ 

㉟（P20）へ 

㊱（P23）へ 

㉜（P22）へ 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（26 / 61） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   （１）再処理施設の外の状況を把握するた

めの設備 

 中央制御室において再処理施設の外の

状況を把握するための設備については，

「1.7.9 その他外部からの衝撃に対す

る考慮」で選定した再処理施設の敷地で

想定される自然現象，再処理施設敷地又

はその周辺において想定される再処理施

設の安全性を損なわせる原因となるおそ

れがあって人為によるもの（故意による

ものを除く。）のうち，再処理施設に影

響を及ぼす可能性がある事象や再処理施

設の外の状況を把握できるように，以下

の設備を設置する設計とする。◇1  

 

  

   また，手順に基づき，監視カメラ及び気

象観測設備等により再処理施設の外の状

況を把握するとともに，公的機関から気

象情報を入手できる設備により必要な情

報を入手できる設計とする。◇2  

 

  

   ａ．再処理施設の外の状況を把握するた

めの監視カメラ 

 再処理施設の外の状況を把握するため

の暗視機能を有する監視カメラは，昼夜

にわたり，再処理施設に影響を及ぼす可

能性のある自然現象等（森林火災，草原

火災，航空機落下及び近隣工場等の火災

等）及び人為事象（故意によるものを除

く。）の状況を把握することができる設

計とする。◇1  

 

  

    近隣工場等の火災については，地震を

起因にして発生する可能性も考慮し，監

視カメラは，基準地震動に対して機能を

損なわないよう耐震設計を有する設計と

する。制③-2 

 

  

   ｂ．気象観測設備等の表示装置 

 風（台風），竜巻，凍結，降水等によ

る再処理事業所の状況を把握するため，

敷地内の風向，風速，気温，降水量等の

計測値を表示する気象盤及び地震計を設

置する設計とする。◇2  

 

  

⑬（P6）へ 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（27 / 61） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   ｃ．公的機関から気象情報を入手できる

設備 

 地震，津波，竜巻，落雷等の再処理施

設に影響を及ぼす可能性がある事象に関

する情報を入手するため，中央制御室に

電話，ファクシミリ，社内ネットワーク

に接続されたパソコン等の公的機関から

気象情報を入手できる設備を設置する設

計とする。◇1  

 

  

    (２) 計測制御装置 

 中央制御室に設ける運転の監視，制御

及び操作をするための主要な表示及び操

作装置（記録計及び警報を含む｡）は，

以下のとおりである。制②-5,④-5 

 

 ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設関係制②-5,④-5 

 バスケット取扱装置及びバスケット搬

送機の運転の監視及び制御をするための

表示及び操作装置並びに燃料貯蔵プ－ル

等の運転の監視のための表示装置◇2  

 

 ｂ．せん断処理施設関係制②-5,④-5 

 燃料横転クレーン，せん断機等の運転

の監視及び制御をするための表示及び操

作装置◇2  

 

 ｃ．溶解施設関係制②-5,④-5 

 溶解槽，硝酸調整槽，硝酸供給槽，第

１よう素追出し槽，第２よう素追出し

槽，清澄機等の運転の監視及び制御をす

るための表示及び操作装置◇2  

 

 ｄ．分離施設関係制②-5,④-5 

 第１洗浄塔，第２洗浄塔，補助抽出

器，プルトニウム分配塔，プルトニウム

洗浄器，ウラン逆抽出器，ウラン濃縮缶

等の運転の監視及び制御をするための表

示及び操作装置◇2  

 

 ｅ．精製施設関係制②-5,④-5 

 逆抽出器，ウラン濃縮缶，抽出塔，逆

抽出塔，プルトニウム洗浄器，プルトニ

ウム濃縮缶等の運転の監視及び制御をす

るための表示及び操作装置◇2  

 

 ｆ．脱硝施設関係制②-5,④-5 

 脱硝塔，還元炉等の運転の監視及び制

御をするための表示及び操作装置◇2  

 

  

⑮（P9）へ 
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    ｇ．酸及び溶媒の回収施設関係制②-

5,④-5 

 蒸発缶，溶媒洗浄器，溶媒蒸留塔等の

運転の監視及び制御をするための表示及

び操作装置◇2  

 

 ｈ．製品貯蔵施設関係制②-5,④-5 

 貯蔵容器台車，移載機等の運転の監視

及び制御をするための表示及び操作装置

◇2  

 

 ｉ．放射性廃棄物の廃棄施設関係制

②-5,④-5 

 高レベル廃液濃縮缶，高レベル濃縮廃

液貯槽，不溶解残渣廃液貯槽等の運転の

監視及び制御をするための表示及び操作

装置◇2  

 

 ｊ．その他再処理設備の附属施設関係

制②-5,④-5 

 安全圧縮空気系の空気圧縮機，安全冷

却水系の冷却水循環ポンプ，安全蒸気系

のボイラの運転の監視及び制御をするた

めの表示及び操作装置◇2  

 

 ｋ．安全保護系関係制②-5,④-5 

 安全保護系の表示及び操作装置◇2  

 

 ｌ．電気設備関係制②-5,④-5 

 せん断処理施設，溶解施設等の電源系

統の監視及び制御をするための表示及び

操作装置◇2  

 

 ｍ．放射線管理関係制②-5 

 放射線監視のための表示装置◇2  

 

 ｎ．火災防護関係制②-5 

 火災報知のための表示装置◇2  

 

 ｏ．気象観測関係制②-5 

 風向，風速等の表示装置◇2  

 

  

    重大事故等が発生し，中央制御室の外

側が放射性物質により汚染したような状

況下において，運転員が中央制御室の外

側から中央制御室に放射性物質による汚

染を持ち込むことを防止するため，身体

サーベイ及び作業服の着替え等を行うた

めの区画を設ける設計とする。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いても，可搬型照明（ＳＡ），中央制御

室換気系空気調和機ファン，中央制御室

換気系フィルタ系ファン，中央制御室換

気系フィルタユニット，中央制御室待避

室空気ボンベ，中央制御室遮蔽，中央制

御室遮蔽（待避室），中央制御室待避室

差圧計，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度

計により，中央制御室内にとどまり必要

な操作ができる設計とする。 

また，原子炉建屋ガス処理系及びブロ

ーアウトパネル閉止装置により，原子炉

格納容器から漏えいした空気中の放射性

物質の濃度を低減させることで，運転員

の被ばくを低減できる設計とする。 

中央制御室換気系空気調和機ファン及

び中央制御室換気系フィルタ系ファン

は，非常用交流電源設備に加えて，常設

代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備からの給電が可能な設計とする。 

原子炉建屋ガス処理系は，非常用交流

電源設備に加えて，常設代替交流電源設

備からの給電が可能な設計とする。 

可搬型照明（ＳＡ）及びブローアウト

パネル閉止装置は，全交流動力電源喪失

時においても常設代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とする。 

炉心の著しい損傷後の格納容器圧力逃

がし装置を作動させる場合に放出される

プルーム通過時に，運転員の被ばくを低

減するため，中央制御室内に中央制御室

待避室を設け，中央制御室待避室には，

遮蔽設備として，中央制御室遮蔽（待避

室）を設ける。中央制御室待避室は，中

央制御室待避室空気ボンベで正圧化する

ことにより，放射性物質が流入すること

を一定時間完全に防ぐことができる設計

とする。 

放射線管理施設の中央制御室待避室差

圧計により，中央制御室待避室と中央制

御室との間が正圧化に必要な差圧が確保

できていることを把握できる設計とす

る。 

炉心の著しい損傷が発生した場合に，

原子炉建屋ガス処理系は，非常用ガス再

循環系排風機及び非常用ガス処理系排風

機により原子炉建屋原子炉棟を負圧に維

持するとともに，原子炉格納容器から原

子炉建屋原子炉棟に漏えいした放射性物

質を含む気体を非常用ガス処理系排気筒
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
から排気し，原子炉格納容器から漏えい

した空気中の放射性物質の濃度を低減さ

せることで，中央制御室にとどまる運転

員を過度の被ばくから防護する設計とす

る。 

炉心の著しい損傷が発生し，原子炉建

屋ガス処理系を起動する際に，原子炉建

屋外側ブローアウトパネルを閉止する必

要がある場合には，中央制御室から原子

炉格納施設のブローアウトパネル閉止装

置を操作し，容易かつ確実に開口部を閉

止できる設計とする。また，ブローアウ

トパネル閉止装置は現場においても，人

力により操作できる設計とする。 

設計基準事故時及び炉心の著しい損傷

が発生した場合において，中央制御室内

及び中央制御室待避室内の酸素濃度及び

二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲

にあることを把握できるよう，酸素濃度

計（個数1（予備1））及び二酸化炭素濃

度計（個数1（予備1））を中央制御室内

に保管する設計とする。 

重大事故等時に，中央制御室内及び中

央制御室待避室内での操作並びに身体サ

ーベイ，作業服の着替え等に必要な照度

の確保は，可搬型照明（ＳＡ）（個数7

（予備2））によりできる設計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いても中央制御室に運転員がとどまるた

め，以下の設備を設置又は保管する。 

中央制御室待避室に待避した運転員

が，緊急時対策所と通信連絡を行うた

め，必要な数量の衛星電話設備（可搬

型）（待避室）を保管する設計とする。 

中央制御室待避室に待避した運転員

が，中央制御室待避室の外に出ることな

く発電用原子炉施設の主要な計測装置の

監視を行うため，必要な数量のデータ表

示装置（待避室）を設置する設計とす 

る。 

衛星電話設備（可搬型）（待避室）及

びデータ表示装置（待避室）は，全交流

動力電源喪失時においても常設代替交流

電源設備又は可搬型代替交流電源設備か

らの給電が可能な設計とする。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    d.通信連絡 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施

設の損壊又は故障その他の異常の際に，

中央制御室等から人が立ち入る可能性の

ある原子炉建屋，タービン建屋等の建屋

内外各所の人に操作，作業，退避の指

示，事故対策のための集合等の連絡をブ

ザー鳴動，音声等により行うことができ

るものとする。 

重大事故等が発生した場合において，

発電所内外の通信連絡をする必要のある

場所と通信連絡を行うことができるもの

とする。 

 

 

    6 放射線管理施設 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等 

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住

性を確保するための防護措置 

中央制御室は，原子炉冷却材喪失等の

設計基準事故時に，中央制御室内にとど

まり必要な操作及び措置を行う運転員が

過度の被ばくを受けないよう施設し，運

転員の勤務形態を考慮し，事故後30 日

間において，運転員が中央制御室に入

り，とどまっても，中央制御室遮蔽を透

過する放射線による線量，中央制御室に

侵入した外気による線量及び入退域時の

線量が，中央制御室の気密性並びに中央

制御室換気系，中央制御室遮蔽及び二次

遮蔽の機能とあいまって，「原子力発電

所中央制御室の居住性に係る被ばく評価

手法について（内規）」に基づく被ばく

評価により，「核原料物質又は核燃料物

質の製錬の事業に関する規則等の規定に

基づく線量限度等を定める告示」に示さ

れる100 mSv を下回る設計とする。ま

た，運転員その他の従事者が中央制御室

にとどまるため，気体状の放射性物質及

び中央制御室外の火災等により発生する

燃焼ガスやばい煙，有毒ガス及び降下火

砕物に対する換気設備の隔離その他の適

切に防護するための設備を設ける設計と

する。 

 運転員の被ばくの観点から結果が も

厳しくなる重大事故等時においても中央

制御室に運転員がとどまるために必要な

設備を施設し，中央制御室遮蔽を透過す

る放射線による線量，中央制御室に取り

込まれた外気による線量及び入退域時の

線量が，全面マスク等の着用及び運転員

の交替要員体制を考慮し，その実施のた 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

第 31 条「通信連絡設

備」に係る設計方針の

ため。 

1551



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（32 / 61） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    めの体制を整備することで，中央制御室

の気密性並びに中央制御室換気系，中央

制御室遮蔽，中央制御室遮蔽（待避室）

及び二次遮蔽の機能並びに中央制御室待

避室空気ボンベの性能とあいまって，運

転員の実効線量が7 日間で100 mSv を超

えない設計とする。炉心の著しい損傷が

発生した場合における居住性に係る被ば

く評価では，設計基準事故時の手法を参

考にするとともに，炉心の著しい損傷が

発生した場合に放出される放射性物質の

種類，全交流動力電源喪失時の中央制御

室換気系の起動遅れ等，炉心の著しい損

傷が発生した場合の評価条件を適切に考

慮する。 

設計基準事故時及び炉心の著しい損傷

が発生した場合において，中央制御室内

及び中央制御室待避室内の酸素濃度及び

二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲

にあることを把握できるよう，計測制御

系統施設の酸素濃度計及び二酸化炭素濃

度計を使用し，中央制御室内及び中央制

御室待避室内の居住性を確保できる設計

とする。 

 炉心の著しい損傷後の格納容器圧力逃

がし装置を作動させる場合に放出される

プルーム通過時に，運転員の被ばくを低

減するため，中央制御室内に中央制御室

待避室を設け，中央制御室待避室には，

遮蔽設備として，中央制御室遮蔽（待避

室）を設ける。中央制御室待避室は，中

央制御室待避室空気ボンベで正圧化する

ことにより，放射性物質が流入すること

を一定時間完全に防ぐことができる設計

とする。 

 中央制御室待避室差圧計（個数1，計

測範囲0～60 Pa）により，中央制御室待

避室と中央制御室との間が正圧化に必要

な差圧が確保できていることを把握でき

る設計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いて，原子炉格納施設の原子炉建屋ガス

処理系及びブローアウトパネル閉止装置

により，原子炉格納容器から漏えいした

空気中の放射性物質の濃度を低減させる

ことで，運転員の被ばくを低減できる設

計とする。 

重大事故等が発生し，中央制御室の外

側が放射性物質により汚染したような状

況下において，運転員が中央制御室の外

側から中央制御室に放射性物質による汚
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染を持ち込むことを防止するため，身体

サーベイ及び作業服の着替え等を行うた

めの区画を設ける設計とし，身体サーベ

イの結果，運転員の汚染が確認された場

合は，運転員の除染を行うことができる

区画を，身体サーベイを行う区画に隣接

して設置する設計とする。 

中央制御室内及び中央制御室待避室内

と身体サーベイ，作業服の着替え等を行

うための区画の照明は，計測制御系統施

設の可搬型照明（ＳＡ）を使用する。 

中央制御室換気系空気調和機ファン及

び中央制御室換気系フィルタ系ファン

は，非常用交流電源設備に加えて，常設

代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備からの給電が可能な設計とする。 

原子炉建屋ガス処理系は，非常用交流

電源設備に加えて，常設代替交流電源設

備からの給電が可能な設計とする。 

可搬型照明（ＳＡ）及びブローアウト

パネル閉止装置は，全交流動力電源喪失

時においても常設代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とする。 

重大事故等が発生した場合において，

緊急時対策所の居住性を確保するための

設備として，緊急時対策所遮蔽（東海，

東海第二発電所共用（以下同じ。）），

二次遮蔽，緊急時対策所非常用換気設備

（東海，東海第二発電所共用（以下同

じ。）），緊急時対策所加圧設備（東

海，東海第二発電所共用（以下同

じ。）），酸素濃度計（東海，東海第二

発電所共用），二酸化炭素濃度計（東

海，東海第二発電所共用），可搬型モニ

タリング・ポスト及び緊急時対策所エリ

アモニタを設ける設計とする。 

緊急時対策所非常用換気設備である緊

急時対策所非常用送風機（東海，東海第

二発電所共用（以下同じ。））は，緊急

時対策所建屋を正圧化し，放射性物質の

侵入を低減できる設計とする。 

緊急時対策所加圧設備は，プルーム通

過時において，緊急時対策所等を正圧化

し，希ガスを含む放射性物質の侵入を防

止できる設計とする。 

緊急時対策所用差圧計（東海，東海第

二発電所共用（以下同じ。））（個数

1，計測範囲0～200 Pa）は，緊急時対策

所等の正圧化された室内と周辺エリアと

の差圧を監視できる設計とする。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    緊急時対策所遮蔽及び二次遮蔽は，緊

急時対策所の気密性，緊急時対策所非常

用換気設備及び緊急時対策所加圧設備の

機能とあいまって，緊急時対策所にとど

まる要員の実効線量が7 日間で100 mSv 

を超えない設計とする。 

緊急時対策所は，重大事故等が発生

し，緊急時対策所の外側が放射性物質に

より汚染したような状況下において，対

策要員が緊急時対策所内に放射性物質に

よる汚染を持ち込むことを防止するた

め，身体サーベイ及び作業服の着替え等

を行うための区画を設置する設計とす

る。身体サーベイの結果，対策要員の汚

染が確認された場合は，対策要員の除染

を行うことができる区画を，身体サーベ

イを行う区画に隣接して設置することが

できるよう考慮する。 

 

 

    (３) 制御建屋中央制御室換気設備 

 中央制御室の換気系統は，気体状の放

射性物質，火災又は爆発により発生する

有毒ガス並びに固定源及び可動源により

発生する有毒ガスに対して，運転員その

他の従事者を防護し，必要な操作及び措

置が行えるようにするため，気体廃棄物

の廃棄施設の換気設備とは独立とし，外

気を中央制御室フィルタユニットへ通し

て取り入れるか，又は外気との連絡口を

遮断し，中央制御室フィルタユニットを

通して再循環できるように設計するとと

もに，基準地震動による地震力に対し必

要となる機能が喪失しない設計とする

（「6.1.5 制御室換気設備」参照）｡◇2  

 

  

    (４) 中央制御室遮蔽 

 中央制御室遮蔽は，中央制御室を内包

する制御建屋と一体構造とし，短時間の

全交流動力電源喪失等の設計基準事故時

に，中央制御室にとどまり，必要な操

作，措置を行う運転員その他の従事者が

過度の被ばくを受けないように設置する

設計とする。また，運転員その他の従事

者が中央制御室遮蔽を透過する放射線に

よる線量，中央制御室に侵入した外気に

よる線量及び入退域時の線量が，制御建

屋中央制御室換気設備の機能とあいまっ

て，設計基準事故等の対処が収束するま

での期間滞在できるよう適切な遮蔽厚を

有する設計とする（「1.3 放射線の遮

蔽に関する設計」参照）。共通③-1 

  

㉓（P2）へ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    (５) 通信連絡設備及び照明設備 

 中央制御室には，通信連絡設備を設

け，再処理事業所内の従事者に対し，操

作，作業又は退避の指示の連絡ができる

設計とするとともに再処理施設外の必要

箇所との通信連絡ができる設計とする

（「9.17 通信連絡設備」参照）。◇8  

  

    また，中央制御室には，避難用とは別

に作業用の照明設備を設け，設計基準事

故が発生した場合においても，従事者が

操作，作業及び監視を適切に実施できる

設計とする（「9.2 電気設備」参照）。

共通④-1 

 

  

   6.1.4.4.2 使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室は，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋に設置する。◇1  

 

  

    使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室は，再処理設備本体の運転開始

に先立ち使用できる設計とする。◇3  

 

  

    使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室は，再処理施設の安全性を確保

するための操作が必要となる理由となっ

た事象が有意な可能性をもって同時にも

たらされる環境条件及び再処理施設で有

意な可能性をもって同時にもたらされる

環境条件（地震，内部火災，溢水，化学

薬品の漏えい，外部電源喪失，ばい煙及

び有毒ガス，降下火砕物による操作雰囲

気の悪化並びに凍結）を想定しても，適

切な措置を講じることにより運転員その

他の従事者が運転時の異常な過渡変化及

び設計基準事故に対応するための設備を

容易に操作ができる設計とする。制②-

13 

 

  

    使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室は，有毒ガスが及ぼす影響によ

り，運転員の対処能力が著しく低下し，

安全機能を有する施設の安全機能が損な

われることがない設計とする。そのため

に，事業指定基準規則第九条及び第十二

条に係る設計方針を踏まえて，敷地内外

の固定源及び可動源それぞれに対して，

有毒ガス防護に係る影響評価を実施す

る。 

 

  
㊽（P21）へ 

㉒（P16）へ 

㉔（P3）へ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   有毒ガス防護に係る影響評価に当たって

は，有毒ガス評価ガイドを参考とし，再

処理施設の特徴（再処理プロセスで大量

に化学薬品を取り扱うため，化学薬品の

取扱いに係る安全設計がなされている

等）を考慮する。有毒ガス防護に係る影

響評価では，有毒ガスが作業環境中に多

量に放出され，人体へ悪影響を及ぼすお

それがあるかの観点から，化学物質の性

状，保有量及び保有方法を踏まえ，有毒

ガス防護に係る影響評価の対象とする固

定源及び可動源を特定する。 

 

  

   また，固定源及び可動源の有毒ガス防

護に係る影響評価に用いる保有量等の評

価条件を，現場の状況を踏まえ設定す

る。固定源に対しては，貯蔵容器すべて

が損傷し，可動源に対しては，影響の

も大きい輸送容器が一基損傷し，内包す

る化学物質が全量流出することを設定す

る。 

 

  

   敷地内外の固定源に対しては，運転員の

吸気中の有毒ガス濃度が，有毒ガス防護

のための判断基準値を下回ることを評価

により確認した。 

 

  

   したがって，有毒ガスの発生を検出す

るための装置や自動的に警報するための

装置を設置する必要はない。 

 

  

   なお，万一に備え，敷地内外の可動源

に対する対策と同様の対策をとる。 

 

  

   敷地内外の可動源に対しては，

「1.7.16.2 再処理施設における化学薬

品取扱いの基本方針」に示した化学薬品

の安全管理に係る手順に基づき，立会

人，公的機関から情報を入手した者等か

ら連絡を受け有毒ガスの発生を認知した

中央制御室の運転員（統括当直長）が，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の運転員に連絡することにより，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の運転員が有毒ガスの発生を認知

できるよう，通信連絡設備を設ける設計

とする。 

 

  

○52（P23）へ 

○53（P23）へ 

○54（P23）へ 

㊾（P22）へ 

㊿（P22）へ 

○51（P22）へ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   また，換気設備の隔離，防護具の着用

等の対策により，有毒ガスから使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

運転員を防護できる設計とする。 

 

  

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室で想定される環境条件とその措置

は以下のとおり。◇2  

・地震 

 監視制御盤及び安全系監視制御盤は，

耐震性を有する使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋内に設置し，基準地震動による地震

力に対し必要となる機能が喪失しない設

計とする。また，安全上重要な設備の制

御盤は床等に固定することにより，地震

発生時においても運転操作に影響を与え

ない設計とする。◇2  

 

  

   ・内部火災 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室に粉末消火器又は二酸化炭素消

火器等を設置するとともに，常駐する運

転員その他の従事者によって火災感知器

による早期の火災感知を可能とし，火災

が発生した場合の運転員その他の従事者

の対応を社内規定に定め，運転員その他

の従事者による速やかな消火活動を行う

ことで運転操作に重大な影響を与えず容

易に操作ができる設計とする。◇2  

 

  

   ・溢水 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室内には溢水源がなく，他の区画

からの溢水の流入を防止する設計とする

とともに，万一，火災が発生したとして

も，粉末消火器又は二酸化炭素消火器等

にて初期消火活動を行うため，溢水源と

ならないことから，運転操作に影響を与

えず容易に操作ができる設計とする。◇2  

 

  

   ・化学薬品の漏えい 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室には，化学薬品の漏えい源とな

る機器を設けない設計とする。また，他

の区画からの流入を防止する設計とす

る。◇2  

 

  

○55（P24）へ 
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   ・外部電源喪失 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室における運転操作に必要な照明

は，外部電源が喪失した場合には，第１

非常用ディーゼル発電機が起動すること

により，操作に必要な照明用の電源を確

保し，運転操作に影響を与えず容易に操

作ができる設計とする。また，直流非常

灯及び蓄電池内蔵型照明により使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に

おける運転操作に必要な照明を確保し，

容易に操作ができる設計とする。◇2  

 

  

   ・ばい煙，有毒ガス及び降下火砕物によ

る制御室内雰囲気の悪化 

 火災又は爆発により発生する燃焼ガ

ス，ばい煙及び有毒ガス，降下火砕物並

びに固定源及び可動源により発生する有

毒ガスによる使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室内の操作雰囲気の悪

化に対しては，手動で使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備の使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋制御室空調系のダン

パを閉止し，再循環運転を行うことで外

気を遮断することにより，運転操作に影

響を与えず容易に操作ができる設計とす

る。◇2  

 

  

   ・凍結による操作環境への影響 

 凍結による操作環境への影響に対して

は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備により使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室内の環境温度を制

御することにより，運転操作に影響を与

えず容易に操作ができる設計とする。◇2  

 

  

   （１）再処理施設の外の状況を把握するた

めの設備 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室において再処理施設の外の状況

を把握するための設備については，

「1.7.9 その他外部からの衝撃に対す

る考慮」で選定した再処理施設の敷地で

想定される自然現象，再処理施設敷地又

はその周辺において想定される再処理施

設の安全性を損なわせる原因となるおそ

れがあって人為によるもの（故意による

ものを除く。）のうち，再処理施設に影

響を及ぼす可能性がある事象や再処理施

設の外の状況を把握できるように，以下

の設備を設置する設計とする。◇1  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   ａ．再処理施設の外の状況を把握するた

めの監視カメラ 

 再処理施設の外の状況を把握するた

め，暗視機能を有する監視カメラは，昼

夜にわたり，再処理施設に影響を及ぼす

可能性のある自然現象等（森林火災，草

原火災，航空機落下及び近隣工場等の火

災等）及び人為事象（故意によるものを

除く。）の状況を把握することができる

設計とする。◇1  

 

  

   近隣工場等の火災については，地震を

起因にして発生する可能性も考慮し，監

視カメラは，基準地震動に対して機能を

損なわないよう耐震設計を有する設計と

する。◇2  

  

    ｂ．気象観測設備等の表示装置 

 風（台風），竜巻，凍結，降水等によ

る再処理事業所の状況を把握するため，

中央制御室に設置した気象観測設備等の

計測値を通信連絡設備により把握する設

計とする。◇1  

 

  

    ｃ．公的機関から気象情報を入手でき

る設備 

 地震，津波，竜巻，落雷等の再処理施

設に影響を及ぼす可能性がある事象に関

する情報は，中央制御室に設置した電

話，ファクシミリ，社内ネットワークに

接続されたパソコン等の公的機関から気

象情報を入手できる設備からの情報を通

信連絡設備により把握する設計とする。

◇1  

 

  

    (２) 計測制御装置 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室に設ける運転の監視，制御及び

操作をするための主要な表示及び操作装

置（記録計及び警報を含む。）は，以下

のとおりである。制②-6,④-6 

 

  

    ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設関係制②-6,④-6 

 燃料取出しピット，燃料仮置きピッ

ト，燃料貯蔵プール，燃料送出しピット

等の運転の監視及び制御をするための表

示及び操作装置◇2  

 

  

⑯（P10）へ 

1559



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（40 / 61） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    ｂ．電気設備関係制②-6,④-6 

 電源系統の監視及び制御をするための

表示及び操作装置◇2  

 

  

    ｃ．放射線管理関係制②-6 

 放射線監視のための表示装置◇2  

 

  

    ｄ．火災防護関係制②-6 

 火災報知のための表示装置◇2  

 

  

    (３) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の換気系統は，火災又は爆発に

より発生する有毒ガス並びに固定源及び

可動源により発生する有毒ガスに対し

て，運転員その他の従事者を防護し，必

要な操作及び措置が行えるようにするた

め，気体廃棄物の廃棄施設の換気設備と

は独立とし，外気を制御室フィルタユニ

ットを通して取り入れるか，又は外気と

の連絡口を遮断し，制御室フィルタユニ

ットを通して再循環できるように設計す

る（「6.1.5 制御室換気設備」参照）｡

◇2  

 

  

    (４) 制御室遮蔽 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室には，従事者が過度な被ばくを

受けないように遮蔽を設ける設計とす

る｡共通③-2 

 

  

    (５) 通信連絡設備及び照明設備 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室には，通信連絡設備を設け，使

用済燃料輸送容器管理建屋，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋，使用済燃料受入れ・

貯蔵管理建屋，第１低レベル廃棄物貯蔵

建屋及び第４低レベル廃棄物貯蔵建屋の

従事者に対し操作，作業又は退避の指示

の連絡ができる設計とするとともに中央

制御室及び緊急時対策所へ通信連絡がで

きる設計とする（「9.17 通信連絡設

備」参照）。制◇8  

 

  

㉕（P2）へ 

⑯（P10）へ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   また，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室には，避難用とは別に作

業用照明設備を設け，従事者が操作，作

業及び監視を適切に実施できる設計とす

る（「9.2 電気設備」参照）。共通④

-2 

 

  

   6.1.4.5 試験・検査 

 制御室にある安全系監視制御盤は，定

期的に試験又は検査を行い，その機能の

健全性を確認する。共通②-1 

 

  

   6.1.4.6 評  価 

 (１) 制御建屋に中央制御室を設ける設

計とすることで，再処理施設の運転の状

態を集中的に監視及び制御することがで

きるほか，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室を設けることで，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の状態を集中的

に監視及び制御することができる。◇5  

 

  

    (２) 中央制御室には，再処理施設の健

全性を確保するために必要な施設の計測

制御設備のパラメータのうち,連続的に

監視する必要があるものを監視できる表

示及び操作装置を配置し，また，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

には，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の健全性を確保するために必要な施

設の計測制御設備のパラメータのうち,

連続的に監視する必要があるものを監視

できる表示及び操作装置を配置すること

により，連続的に監視及び制御ができ

る。また，必要なパラメータを監視する

ための表示及び操作装置は，誤操作及び

誤判断を防止でき，操作を容易に行うこ

とができる。◇5  

 

  

    (３) 制御室に主要な警報装置及び計測

制御設備を設けることで，再処理施設内

の運転の状態を集中的に監視及び制御す

ることができる。◇5  

 

  

④（P1）へ 

㉖（P2）へ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    (４) 制御室は，再処理施設の外の状況

を把握するための暗視機能を有する監視

カメラ，気象観測関係の表示装置及び公

的機関から気象情報を入手できる設備に

よって，昼夜にわたり，再処理施設に影

響を及ぼす可能性のある自然現象，航空

機落下及び森林火災を把握することがで

きる。また，再処理施設の外の状況を把

握するための暗視機能を有する監視カメ

ラは，基準地震動Ｓｓ【制③-3】に対

する耐震性の確保等により，地震を要因

として発生する近隣工場等の火災，その

他自然現象等が発生した場合において

も，再処理施設の周辺状況を把握するこ

とができる設計とする。◇5  

 

  

    (５)  制御室は，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設関係，せん断処理施設

関係，溶解施設関係，分離施設関係，精

製施設関係，脱硝施設関係，酸及び溶媒

の回収施設関係，製品貯蔵施設関係，放

射性廃棄物の廃棄施設関係，その他再処

理設備の附属施設関係，安全保護系関

係，電気設備関係，放射線管理関係，火

災防護関係及び気象観測関係の監視並び

に操作を手動で行うことができる。◇5  

 

  

    (６)  制御室及びこれに連絡する通路

並びに運転員その他の従事者が制御室に

出入りするための区域には，運転員その

他の従事者が過度の放射線被ばくを受け

ないような遮蔽設計及びアクセス通路を

確保する設計としているので，設計基準

事故が発生した場合にも運転員その他の

従事者が制御室内にとどまり，再処理施

設の安全性を確保するための措置がとれ

る。◇5  

 

  

    (７) 制御室は，外気との連絡口を遮断

して換気系統の再循環運転が可能な設計

とすることにより，気体状の放射性物

質，火災又は爆発により発生する有毒ガ

ス並びに固定源及び可動源により発生す

る有毒ガスから運転員その他の従事者を

防護することができるため，設計基準事

故が発生した場合（有毒ガスが発生した

場合を含む。）にも運転員その他の従事

者が制御室にとどまり，必要な操作及び

措置ができる。◇5  

 

  

⑭（P7）へ 

1562



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（43 / 61） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    (８) 制御室は，通信連絡設備を設ける

ため，再処理事業所内の運転員その他の

従事者に対し必要な操作，作業又は退避

の指示等の連絡が行えるとともに再処理

施設外の必要箇所との通信連絡ができ

る。◇5  

 

  

    (９) 制御室は，外部電源喪失時におい

ても第１非常用ディーゼル発電機又は第

２非常用ディーゼル発電機から給電さ

れ，第１非常用蓄電池又は第２非常用蓄

電池からの給電により点灯する直流非常

灯又は蓄電池内蔵型照明を備え，機能が

喪失しない設計とする。◇5  

 

  

    (10) 制御室は，溢水源及び化学薬品の

漏えい源となる機器がなく，他の区画か

らの流入を防止する設計とするととも

に，制御室にて火災が発生した場合は運

転員が火災状況を確認できる設計とし，

万一，火災が発生したとしても，初期消

火活動を行うことができるように，消火

器等を設置しており，かつ，制御室外で

発生した溢水，火災，化学薬品の漏えい

及び有毒ガスに対しても，制御室の機能

に影響を与えることがない設計としてい

るため，想定される地震，内部火災，内

部溢水，化学薬品の漏えい及び有毒ガス

の発生による操作環境の悪化を考慮して

も制御室での運転操作に影響を与えな

い。◇5  

 

  

    (11) 制御室に設置する必要なパラメー

タを監視するための表示及び操作装置

は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を

使用する設計としているため，火災を防

止できる。◇5  

 

  

    (12) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵の安

全確保及び運転操作上必要な使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室及び

同室内に設置する表示及び操作装置は，

再処理設備本体の運転開始に先立ち使用

できる。◇5  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   第 6.1.4－１表 制御室の主要設備の仕

様 

 (１) 中央制御室◇4  

    監視制御盤      １式 

    安全系監視制御盤   １式 

屋外監視カメラ    ３台 

気象盤        １式 

 (２) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室◇4  

    監視制御盤      １式 

    安全系監視制御盤   １式 

屋外監視カメラ    ３台 

（中央制御室の屋外監視カメラと

兼用） 

 

  

   なお，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室は，再処理設備本体の運

転開始に先立ち使用する。◇3  

 

  

   6.1.5 制御室換気設備 

6.1.5.1 概要 

 制御室換気設備は，中央制御室並びに

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の換気・空調及び雰囲気の浄化を

行うものであり，制御建屋中央制御室換

気設備及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

制御室換気設備で構成する。◇1  

 

  

   制御建屋中央制御室換気設備系統概要

図及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備系統概要図をそれぞれ第

6.1.5－１図及び第 6.1.5－２図に示

す。◇6  

 

  

   6.1.5.2 設計方針 

 (１) 制御室換気設備は，気体状の放射

性物質，火災又は爆発により発生する有

毒ガス並びに固定源及び可動源により発

生する有毒ガスに対して，必要に応じて

外気との連絡口を遮断し，運転員その他

の従事者を適切に防護できる設計とす

る。◇1  

 

  

    (２) 制御室換気設備は，各区域の換気

及び空調を適切に行える設計とする。◇1  

 

  

    (３) 制御室換気設備の安全上重要な系

統及び機器は，それらを構成する動的機

器の単一故障を仮定しても，安全機能が

確保できる設計とする。共通②-3 

 

  
㉗（P1）へ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    (４) 制御室換気設備の安全上重要な系

統及び機器は，外部電源系統の機能喪失

を仮定しても安全機能を確保できる設計

とする。◇9  

 

  

    (５) 制御室換気設備の安全上重要な送

風機及びフィルタユニットは，定期的に

試験及び検査ができる設計とする。◇7  

 

  

    (６) 制御室換気設備は，可能な限り不

燃性又は難燃性材料を使用し，火災区域

の耐火壁を貫通するダクトには，原則と

して，貫通部近傍に防火ダンパを設ける

ことで，万一の火災の発生を想定しても

火災の拡大を防止できる設計とする。

共通①-2 

 

  

    (７) 制御室換気設備のうち使用済燃料

の受入れ及び貯蔵に必要な設備は，再処

理設備本体の運転開始に先立ち使用でき

る設計とする。◇3  

 

  

   6.1.5.3 主要設備の仕様 

 制御建屋中央制御室換気設備及び使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

の主要設備の仕様をそれぞれ第 6.1.5－

１表及び第 6.1.5－２表に示す。◇4  

 

  

    なお，制御室換気設備のうち使用済燃

料の受入れ及び貯蔵に必要な使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，再

処理設備本体の運転開始に先立ち使用す

る。◇3  

 

  

②（P1）へ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    4 放射線管理施設の基本設計方針，適用

基準及び適用規格 

第２章 個別項目 

 

 4.3.1 制御室換気設備 

制御室換気設備は，給気系，排気系及

び空調系で構成し，適切な換気及び空調

を行う設計とするとともに，制御室換気

設備は，気体状の放射性物質及び制御室

外の火災又は爆発により発生する有毒ガ

ス並びに固定源及び可動源により発生す

る有毒ガスに対して，必要に応じて外気

との連絡口を遮断し，運転員その他の従

事者を適切に防護できる設計とする。制

⑥-1 

 

 6.1.5.4 主要設備 

 制御室換気設備は，給気系，排気系及

び空調系で構成し，適切な換気及び空調

を行う設計とするとともに，制御室換気

設備は，気体状の放射性物質，制御室外

の火災又は爆発により発生する有毒ガス

並びに固定源及び可動源により発生する

有毒ガスに対して，必要に応じて外気と

の連絡口を遮断し，運転員その他の従事

者を適切に防護できる設計とする。制

⑥-1 

 

2.2 換気設備 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化

時及び設計基準事故時において，放射線

障害を防止するため，発電所従業員に新

鮮な空気を送るとともに，空気中の放射

性物質の除去・低減が可能な換気設備を

設ける。 

 

 

    また，制御室換気設備は，可能な限り

不燃性又は難燃性材料を使用するととも

に，万一の火災に備え，火災区域の耐火

壁を貫通するダクトには，貫通部近傍に

防火ダンパを設ける設計とする。共通

①-3 

 

  

   なお，制御室換気設備のうち使用済燃

料の受入れ及び貯蔵に必要な使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，再

処理設備本体の運転開始に先立ち使用で

きる設計とする。◇3  

 

  

    換気設備は，放射性物質による汚染の

可能性からみて区域を分け，それぞれ別

系統とし，清浄区域に新鮮な空気を供給

して，汚染の可能性のある区域に向って

流れるようにし，排気は適切なフィルタ

を通して行う。また，各換気系統は，そ

の容量が区域及び部屋の必要な換気並び

に除熱を十分行える設計とする。 

放射性物質を内包する換気ダクトは，

溶接構造とし，耐圧試験に合格したもの

を使用することで，漏えいし難い構造と

する。また，ファン，逆流防止用ダンパ

等を設置し，逆流し難い構造とする。 

排出する空気を浄化するため，気体状

の放射性よう素を除去するよう素フィル

タ及び放射性微粒子を除去する微粒子フ

ィルタを設置する。 

これらのフィルタを内包するフィルタ

ユニットは，フィルタの取替が容易とな

るよう取替えに必要な空間を有するとと

もに，必要に応じて梯子等を設置し，取

替が容易な構造とする。 

 

 

③（P1）へ 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では設計基準事故後

30 日間において 100mSv を下

回る設計とするための換気機

能に関する基本方針を被ばく

評価の観点で放射線管理施設

にて記載している。一方で、

計測制御系統施設の制御室機

能では、居住性の確保として

の換気設備の隔離措置に関す

る設計方針を記載しているこ

とから、再処理施設の基本設

計では事業変更許可申請書の

記載を展開する。（以下同

様） 
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    吸気口は，放射性物質に汚染された空

気を吸入し難いように，主排気筒及び廃

棄物処理建屋排気筒から十分離れた位置

に設置する。 

 

 

    2.2.1 中央制御室換気系 

中央制御室の換気及び冷暖房は，中央

制御室換気系空気調和機ファン，中央制

御室換気系フィルタユニット，中央制御

室換気系フィルタ系ファン等から構成す

る中央制御室換気空調設備により行う。 

中央制御室外の火災等により発生する

燃焼ガスやばい煙，有毒ガス及び降下火

砕物に対し，中央制御室換気系の外気取

入れを手動で遮断し，閉回路循環方式に

切り替えることが可能な設計とする。 

中央制御室換気系は，通常のラインの

他，高性能粒子フィルタ及びチャコール

フィルタを内蔵した中央制御室換気系フ

ィルタユニット並びに中央制御室換気系

フィルタ系ファンからなる非常用ライン

を設け，設計基準事故時及び重大事故等

時には，中央制御室換気系の給気隔離弁

及び排気隔離弁を閉とすることにより外

気との連絡口を遮断し，中央制御室換気

系フィルタユニットを通る閉回路循環方

式とし，放射性物質を含む外気が中央制

御室に直接流入することを防ぐことがで

き，運転員を放射線被ばくから防護する

設計とする。外部との遮断が長期にわた

り，室内の雰囲気が悪くなった場合に

は，外気を中央制御室換気系フィルタユ

ニットで浄化しながら取り入れることも

可能な設計とする。 

中央制御室換気系は，地震時及び地震

後においても，中央制御室の気密性とあ

いまって，設計上の空気の流入率を維持

でき，「2.1 中央制御室及び緊急時対策

所の居住性を確保するための防護措置」 

に示す居住性に係る判断基準を満足する

設計とする。 

 

中央制御室換気系空気調和機ファン，

中央制御室換気系フィルタ系ファン及び

中央制御室換気系フィルタユニットは，

設計基準事故対処設備であるとともに，

重大事故等時においても使用するため，

重大事故等対処設備としての基本方針に

示す設計方針を適用する。ただし，多様

性及び独立性並びに位置的分散を考慮す

べき対象の設計基準事故対処設備はない 
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    ことから，重大事故等対処設備の基本

方針のうち「5.1.2 多様性，位置的分散

等」に示す設計方針は適用しない。 

 

重要度が特に高い安全機能を有する系

統において，設計基準事故が発生した場

合に長期間にわたって機能が要求される

静的機器のうち，単一設計とする中央制

御室換気系のダクトの一部については，

当該設備に要求される原子炉制御室非常

用換気空調機能が喪失する単一故障のう

ち，想定される も過酷な条件として，

ダクトの全周破断を想定しても，単一故

障による放射線物質の放出に伴う被ばく

の影響を 小限に抑えるよう，安全上支

障のない期間に単一故障を確実に除去又

は修復できる設計とし，その単一故障を

仮定しない。 

想定される単一故障の発生に伴う中央

制御室の運転員の被ばく量は保守的に単

一故障を除去又は修復ができない場合で

評価し，緊急作業時に係る線量限度を下

回ることを確認する。また，単一故障の

除去又は修復のための作業期間として想

定する2 日間を考慮し，修復作業に係る

従事者の被ばく線量は緊急時作業に係る

線量限度に照らしても十分小さくする設

計とする。 

単一設計とする箇所の設計に当たって

は，想定される単一故障の除去又は修復

のためのアクセスが可能であり，かつ，

補修作業が容易となる設計とする。 

 

 a.制御建屋中央制御室換気設備 

 制御建屋中央制御室換気設備は，制御

建屋中央制御室給気系，制御建屋中央制

御室排気系及び制御建屋中央制御室空調

系で構成する。制⑥-2 

 

 (１) 制御建屋中央制御室換気設備 

 制御建屋中央制御室換気設備は，以下

の系統で構成する。 

   ・制御建屋中央制御室給気系 

   ・制御建屋中央制御室排気系 

   ・制御建屋中央制御室空調系 

制⑥-2 

 

  

   制御建屋中央制御室換気設備系統概要

図を第 6.1.5－１図に，制御建屋中央制

御室換気設備の主要設備の仕様を第

6.1.5－１表に示す。◇4  

 

  

  

 制御建屋中央制御室給気系は，制御建

屋の中央制御室へ外気を供給するため，

中央制御室給気ユニットで構成する。制

⑥-3 

 

 ａ．制御建屋中央制御室給気系 

 制御建屋中央制御室給気系は，制御建

屋の中央制御室へ外気を供給するため，

中央制御室給気ユニットで構成する。

制⑥-3 
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制御建屋中央制御室排気系は，制御建

屋の中央制御室から排気するため，中央

制御室排風機で構成する。制⑥-4 

 ｂ．制御建屋中央制御室排気系 

 制御建屋中央制御室排気系は，制御建

屋の中央制御室から排気するため，中央

制御室排風機で構成する。制⑥-4 

 

  

  

 制御建屋中央制御室空調系は，通常時

及び設計基準事故時に制御建屋の中央制

御室の雰囲気を所定の条件に維持するた

め,中央制御室フィルタユニット，中央

制御室空調ユニット及び中央制御室送風

機で構成する。制⑥-5 

 

 ｃ．制御建屋中央制御室空調系 

 制御建屋中央制御室空調系は，通常時

及び設計基準事故時に制御建屋の中央制

御室の雰囲気を所定の条件に維持するた

め,中央制御室フィルタユニット，中央

制御室空調ユニット及び中央制御室送風

機で構成する。制⑥-5 

 

  

 制御建屋中央制御室空調系は，設計基

準事故時に必要に応じて外気との連絡口

を遮断し,制御建屋の中央制御室内空気

を中央制御室フィルタユニットを通し再

循環して浄化運転することができるとと

もに，必要に応じて外気を中央制御室フ

ィルタユニットを通して取り入れること

ができる設計とする。制⑥-6 

 

 制御建屋中央制御室空調系は，設計基

準事故時に必要に応じて外気との連絡口

を遮断し,制御建屋の中央制御室内空気

を中央制御室フィルタユニットを通し再

循環して浄化運転することができるとと

もに，必要に応じて外気を中央制御室フ

ィルタユニットを通して取り入れること

ができる設計とする。制⑥-6 

 

  

   制御建屋中央制御室空調系はそれらを

構成する動的機器の単一故障を仮定して

も安全機能が確保できるよう多重化し，

また，中央制御室送風機は，外部電源喪

失時においても安全機能が確保できるよ

う非常用所内電源系統に接続できる設計

とする。◇10  

 

  

 b.使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

制御室給気系，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室排気系及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室空調系で構成する。

制⑥-7 

 

  (２) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，以下の系統で構成する。 

   ・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室給気系 

   ・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室排気系 

   ・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室空調系制⑥-7 

 

  

    使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備系統概要図を第 6.1.5－２図に，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備の主要設備の仕様を第 6.1.5－２表

に示す。◇6  
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使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室給

気系は，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室へ外気を供給するため，

制御室給気ユニットで構成する。制⑥-8 

 ａ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

給気系 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室給

気系は，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室へ外気を供給するため，

制御室給気ユニットで構成する。制⑥-

8 

 

  

  

 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室排

気系は，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室から排気するため，制御

室排風機で構成する。制⑥-9 

 

 ｂ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

排気系 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室排

気系は，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室から排気するため，制御

室排風機で構成する。制⑥-9 

 

  

  

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室空

調系は，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の雰囲気を所定の条件に

維持するため, 制御室フィルタユニッ

ト,制御室空調ユニット及び制御室送風

機で構成する。制⑥-10 

 ｃ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

空調系 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室空

調系は，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の雰囲気を所定の条件に

維持するため, 制御室フィルタユニッ

ト,制御室空調ユニット及び制御室送風

機で構成する。制⑥-10 

 

  

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室空調

系は，必要に応じて外気との連絡口を遮

断し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室内空気を制御室フィルタユ

ニットを通し再循環して浄化運転するこ

とができるとともに,必要に応じて外気

を制御室フィルタユニットを通して取り

入れることができる設計とする。制⑥-

11 

  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室空

調系は，必要に応じて外気との連絡口を

遮断し，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室内空気を制御室フィルタ

ユニットを通し再循環して浄化運転する

ことができるとともに,必要に応じて外

気を制御室フィルタユニットを通して取

り入れることができる設計とする。制

⑥-11 

 

  

   6.1.5.5 試験・検査 

 制御室換気設備のうち安全上重要な送

風機及びフィルタは，定期的に試験及び

検査を実施する。共通②-2 

 

  

⑤（P1）へ 
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   6.1.5.6 評  価 

 (１) 制御室換気設備は，気体状の放射

性物質，制御室外の火災又は爆発により

発生する有毒ガス並びに固定源及び可動

源により発生する有毒ガスに対して，必

要に応じて外気との連絡口を遮断して制

御室内空気を中央制御室フィルタユニッ

ト及び制御室フィルタユニットを通して

再循環することによって浄化運転し,必

要に応じて外気を中央制御室フィルタユ

ニット及び制御室フィルタユニットを通

して取り入れる設計としていることか

ら，運転員その他の従事者を適切に防護

できる。◇5  

 

  

    (２) 制御室換気設備は，各区域の換

気・空調を行うことができる。◇5  

 

  

    (３) 制御室換気設備の安全上重要な制

御建屋中央制御室換気設備の中央制御室

送風機は，多重化する設計としているこ

とから，単一故障を仮定しても，安全機

能を確保できる。◇5  

 

  

    (４) 制御室換気設備の安全上重要な制

御建屋中央制御室換気設備の中央制御室

送風機は，その他再処理設備の附属施設

の非常用所内電源系統に接続する設計と

していることから，外部電源系統の機能

喪失時にも，その系統の安全機能を確保

できる。◇5  

 

  

    (５) 制御室換気設備の安全上重要な制

御建屋中央制御室換気設備の中央制御室

送風機は，多重化する設計とし，フィル

タユニットは予備を備える設計とするこ

とから，安全機能を損なうことなく，定

期的な試験及び検査ができる。◇5  

 

  

    (６) 制御室換気設備は，可能な限り不

燃性又は難燃性材料を使用するととも

に，万一の火災に備えて火災区域の耐火

壁を貫通するダクトには，原則として，

貫通部近傍に防火ダンパを設ける設計と

していることから，火災の拡大を防止で

きる。◇5  
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    (７) 制御室換気設備のうち使用済燃料

の受入れ及び貯蔵に必要な使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，再処

理設備本体の運転開始に先立ち使用でき

る。◇5  

 

  

   第 6.1.5－１表 制御建屋中央制御室換

気設備の主要設備の仕様 

 (１) 制御建屋中央制御室空調系◇4  

 ａ．中央制御室フィルタユニット 

種  類   高性能粒子フィルタ１段

内蔵形 

基  数   ３(うち１基は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上(0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子） 

容  量   約３千ｍ３／ｈ／基 

 ｂ．中央制御室送風機 

台  数   ２(うち１台は予備） 

容  量   約 11 万ｍ３／ｈ／台 

 

  

   第 6.1.5－２表 使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室換気設備の主要設備の仕様 

 (１) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室空調系＊◇4  

 ａ．制御室フィルタユニット 

種  類   高性能粒子フィルタ１段

内蔵形 

基  数   ２(うち１基は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上(0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子） 

容  量   約５千ｍ３／ｈ／基 

 ｂ．制御室送風機 

台  数   ２(うち１台は予備） 

容  量   約６万ｍ３／ｈ／台 

 *印の設備は，使用済燃料の受入れ及

び貯蔵に必要な設備である。 

 

  

    2.3 生体遮蔽装置等 

設計基準対象施設は，通常運転時にお

いて発電用原子炉施設からの直接ガンマ

線及びスカイシャインガンマ線による発

電所周辺の空間線量率が，放射線業務従

事者等の放射線障害を防止するために必

要な生体遮蔽等を適切に設置すること及

び発電用原子炉施設と周辺監視区域境界

までの距離とあいまって，発電所周辺の

空間線量率を合理的に達成できる限り低

減し，周辺監視区域外における線量限度

に比べ十分に下回る，空気カーマで年間

50 μGy を超えないような遮蔽設計とす

る。 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

中央制御室遮蔽以外の

生体遮蔽装置は再処理

施設には設けない設備

の設計方針のため。

（以下同様） 

1572



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（53 / 61） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    発電所内における外部放射線による放

射線障害を防止する必要がある場所に

は，通常運転時の放射線業務従事者等の

被ばく線量が適切な作業管理とあいまっ

て，「核原料物質又は核燃料物質の製錬

の事業に関する規則等の規定に基づく線

量限度等を定める告示」を満足できる遮

蔽設計とする。 

 

生体遮蔽は，主に一次遮蔽，二次遮

蔽，中央制御室遮蔽及び緊急時対策所遮

蔽から構成し，想定する通常運転時，運

転時の異常な過渡変化時，設計基準事故

時及び重大事故等時に対し，地震時及び

地震後においても，発電所周辺の空間線

量率の低減及び放射線業務従事者等の放

射線障害防止のために，遮蔽性を維持す

る設計とする。生体遮蔽に開口部又は配

管その他の貫通部があるものにあって

は，必要に応じて次の放射線漏えい防止

措置を講じた設計とするとともに，自

重，附加荷重及び熱応力に耐える設計と

する。 

・開口部を設ける場合，人が容易に接

近できないような場所（通路の行き

止まり部，高所等）への開口部設置 

・開口部を設ける場合，人が容易に接

近できないような場所（通路の行き

止まり部，高所等）への開口部設置 

・貫通部に対する遮蔽補強（スリーブ

と配管との間隙への遮蔽材の充てん

等） ・貫通部に対する遮蔽補強

（スリーブと配管との間隙への遮蔽

材の充てん等） 

・線源機器と貫通孔との位置関係によ

り，貫通孔から線源機器が直視でき

ない措置 ・線源機器と貫通孔との

位置関係により，貫通孔から線源機

器が直視できない措置 

 

遮蔽設計は，実効線量が1.3 mSv/3 月

間を超えるおそれがある区域を管理区域

としたうえで，日本電気協会「原子力発

電所放射線遮へい設計規程（ＪＥＡＣ４

６１５）」の通常運転時の遮蔽設計に基

づく設計とする。 

 

遮蔽設計は，実効線量が1.3 mSv/3 月

間を超えるおそれがある区域を管理区域

としたうえで，日本電気協会「原子力発

電所放射線遮へい設計規程（ＪＥＡＣ４
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
６１５）」の通常運転時の遮蔽設計に基

づく設計とする。 

 

格納容器圧力逃がし装置使用時の排出

経路に設置される隔離弁に設ける遠隔人

力操作機構の操作場所は，原子炉建屋原

子炉棟外とし，第二弁及び第二弁バイパ

ス弁の操作を行う第二弁操作室は，必要

な要員を収容可能な遮蔽体（第二弁操作

室遮蔽）に囲まれた空間とし，第二弁操

作室空気ボンベにて正圧化することによ

り外気の流入を一定時間遮断すること

で，放射線防護を考慮した設計とする。

第二弁操作室遮蔽は，炉心の著しい損傷

時においても，格納容器圧力逃がし装置

の隔離弁操作ができるよう，普通コンク

リート395 mm 以上の遮蔽厚さを有し，

第二弁操作室に隣接する格納容器圧力逃

がし装置入口配管が設置される方向の壁

及び床の遮蔽厚さは，普通コンクリート

1195 mm 以上とする設計とする。また，

第二弁操作室が微正圧であることを確認

するため，第二弁操作室差圧計（個数

1，計測範囲0～60 Pa）を設ける設計と

する。 

 

格納容器圧力逃がし装置は，格納容器

圧力逃がし装置格納槽（地下埋設）内に

設置し，格納容器圧力逃がし装置使用後

に高線量となるフィルタ装置等の周囲に

は遮蔽体（フィルタ装置遮蔽，配管遮

蔽）を設け，格納容器圧力逃がし装置の

使用時に本系統内に蓄積される放射性物

質から放出される放射線から作業員を 

防護する設計とする。 

 

中央制御室遮蔽は，「2.1 中央制御室

及び緊急時対策所の居住性を確保するた

めの防護措置」に示す居住性に係る判断

基準を満足する設計とする。 

 

中央制御室遮蔽，中央制御室遮蔽（待

避室），緊急時対策所遮蔽及び二次遮蔽

は，「2.1 中央制御室及び緊急時対策所

の居住性を確保するための防護措置」に

示す居住性に係る判断基準を満足する設

計とする。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    中央制御室遮蔽は，設計基準事故対処

設備であるとともに，重大事故等時にお

いても使用するため，重大事故等対処設

備としての基本方針に示す設計方針を適

用する。ただし，多様性及び独立性並び

に位置的分散を考慮すべき対象の設計基

準事故対処設備はないことから，重大事

故等対処設備の基本方針のうち「5.1.2 

多様性，位置的分散等」に示す設計方針

は適用しない。 

 

 

   1.7.17 誤操作の防止に関する設計 

1.7.17.1 誤操作の防止に関する設計方

針 

安全機能を有する施設は，運転員によ

る誤操作を防止するため，以下の措置を

講ずる設計とする。◇1  

 

  

   (１) 安全機能を有する施設のうち，中

央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の安全系監視制御盤並

びに監視制御盤は，操作性，視認性及び

人間工学的観点の諸因子を考慮した盤の

配置，操作器具の配置，計器の配置及び

警報表示器具の配置を行い，操作性及び

視認性に留意するとともに，再処理施設

の状態を正確，かつ，迅速に把握できる

設計とする。制②-7,④-7 

 

  

   (２) 安全機能を有する施設のうち，中

央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の安全系監視制御盤

は，多重化を行い分離配置するととも

に，系統ごとにグループ化して集約した

操作器具を盤面上に配置し，操作性及び

視認性に留意した設計とする。制②-8,

④-8 

 

  

   (３) 安全機能を有する施設のうち，中

央制御室の監視制御盤は，施設ごとにエ

リアを分けて配置する設計とする。ま

た，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室の監視制御盤は，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に配

置する。制②-9,④-9 

 

  

⑰（P11）へ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   (４) 安全機能を有する施設のうち，中

央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の監視制御盤は，監視

操作を行う画面を系統ごとにグループ化

して集約し，操作性及び視認性に留意し

た設計とする。制②-10,④-10 

 

  

   (５) 安全機能を有する施設の操作器具

であるスイッチ及び各建屋に設置する機

器，弁等は，系統等による色分けや銘板

取り付けによる識別表示を講じ，誤りを

生じにくいよう留意した設計とする。◇7  

 

  

   (６) 安全機能を有する施設のうち，中

央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の安全系監視制御盤の

操作器具は，誤接触による誤動作を防止

するため，誤操作防止カバーを設置し，

誤りを生じにくいよう留意した設計とす

る。制②-11,④-11 

 

  

   (７) 安全機能を有する施設のうち，中

央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の安全系監視制御盤の

操作器具は，形状による区別を行うとと

もに，必要により鍵付スイッチを採用す

ることにより，誤りを生じにくいよう留

意した設計とする。制②-12,④-12 

 

  

   (８) 安全機能を有する施設のうち，中

央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の監視制御盤の画面上

の操作スイッチは，タッチオペレーショ

ン式によるダブルアクション操作及び，

通常時操作と機器単体保守時の操作を制

限する施錠機能により，誤りを生じにく

いよう留意した設計とする。制②-13,

④-13 

 

  

   (９) 安全機能を有する施設のうち，中

央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の監視制御盤は，警報

の重要度ごとに色分けによる識別表示を

することにより，正確，かつ，迅速に状

況を把握できるよう留意した設計とす

る。制②-14,④-14 

 

  

⑰（P11）へ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   (10) 安全機能を有する施設の操作器具

及び機器，弁等は，保守点検において

も，点検状態を示す札掛けを行うととも

に，必要に応じて施錠することにより，

誤りを生じにくいよう留意した設計とす

る。◇7  

 

  

   (11) 運転時の異常な過渡変化又は設計

基準事故の発生後，ある時間までは，運

転員の操作を期待しなくても必要な安全

機能が確保されるよう，時間余裕が少な

い場合においても安全保護回路により，

異常事象を速やかに収束させることが可

能な設計とする。◇7  

 

  

   1.9.20 制御室等 

（制御室等） 

第二十条 再処理施設には、次に掲げる

ところにより、制御室（安全機能を有す

る施設に属するものに限る。以下この条

において同じ。）を設けなければならな

い。 

一 再処理施設の健全性を確保するため

に必要なパラメータを監視できるものと

すること。 

二 主要な警報装置及び計測制御系統設

備を有するものとすること。 

三 再処理施設の外の状況を把握する設

備を有するものとすること。 

  

   ２ 分離施設、精製施設その他必要な施

設には、再処理施設の健全性を確保する

ために必要なパラメータを監視するため

の設備及び再処理施設の安全性を確保す

るために必要な操作を手動により行うこ

とができる設備を設けなければならな

い。 

  

   ３ 設計基準事故が発生した場合に再処

理施設の安全性を確保するための措置を

とるため、従事者が支障なく制御室に入

り、又は一定期間とどまり、かつ、当該

措置をとるための操作を行うことができ

るよう、次の各号に掲げる場所の区分に

応じ、当該各号に定める設備を設けなけ

ればならない。 

  

   一 制御室及びその近傍並びに有毒ガス

の発生源の近傍 工場等内における有毒

ガスの発生を検出するための装置及び当

該装置が有毒ガスの発生を検出した場合

に制御室において自動的に警報するため

の装置 

  

⑰（P11）へ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   二 制御室及びこれに連絡する通路並び

に運転員その他の従事者が制御室に出入

りするための区域 遮蔽壁その他の適切

に放射線から防護するための設備、気体

状の放射性物質及び制御室外の火災又は

爆発により発生する有毒ガスに対し換気

設備を隔離するための設備その他の従事

者を適切に防護するための設備 

 

  

   適合のための設計方針 

第１項について 

再処理施設には，再処理施設の運転の

状態を連続的に監視及び制御するため，

制御室を設ける設計とする。◇1  

 

  

   第１項第１号について 

再処理施設の健全性を確保するため

に，制御室に設ける監視制御盤及び安全

系監視制御盤により，ウランの精製施設

に供給される溶液中のプルトニウム濃

度，可溶性中性子吸収材を使用する場合

にあっては，その濃度，使用済燃料溶解

槽内の温度，蒸発缶の温度及び圧力，廃

液槽の冷却水の流量及び温度，機器内の

溶液の液位，燃料貯蔵プール水位等の主

要なパラメータを監視できる設計とす

る。また，設計基準事故時において，設

計基準事故の状態を知り対策を講じるた

めに必要なパラメータである可溶性中性

子吸収剤の濃度等の監視が可能な設計と

する。◇1  

 

  

   第１項第２号について 

制御室には，主要な警報装置及び計測

制御系統設備として監視制御盤及び安全

系監視制御盤を設ける設計とする。◇1  

 

  

   第１項第３号について 

再処理施設に影響を及ぼす可能性があ

ると想定される自然現象等に加え，昼夜

にわたり再処理事業所内の状況を，暗視

機能等を持った屋外の監視カメラを遠隔

操作することにより制御室にて把握する

ことができる設計とする。なお，監視カ

メラの操作は，中央制御室が主として行

い，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室でも操作が可能な設計とす

る。◇1  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（59 / 61） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   また，地震，竜巻等による再処理事業

所内の状況の把握に有効なパラメータ

は，気象観測設備等で測定し中央制御室

にて確認できる設計とする。これらの気

象情報等は，中央制御室内のファクシミ

リ等により使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室でも把握できる設計と

する。◇1  

  

   さらに，制御室に公的機関から気象情

報を入手できる設備を設置し，地震，竜

巻情報等を入手できる設計とする。◇1  

 

  

   第２項について 

分離施設，精製施設その他必要な施設

には，冷却，水素掃気又は閉じ込め機能

に係る再処理施設の安全性を確保するた

めに必要なパラメータを監視するための

設備として，安全冷却水の供給圧力，安

全圧縮空気系の貯槽圧力又は液位等を表

示する設備を設けるとともに，冷却に係

る安全冷却水系の故障系列の隔離，水素

掃気に係わる安全圧縮空気系の空気圧縮

機の起動及び停止，空気貯槽の切り替

え，安全圧縮空気系の故障系列の隔離，

閉じ込めに係る換気系統のダンパ閉止，

安全蒸気ボイラの起動及び停止並びに非

常用ディーゼル発電機の起動及び停止の

操作を手動により行うことができる設備

を設ける設計とする。◇1  

 

  

   第３項について 

設計基準事故が発生した場合（有毒ガ

スが発生した場合を含む。）に再処理施

設の安全性を確保するための措置をとる

ため，従事者が支障なく制御室に入り，

又は一定期間とどまり，かつ，当該措置

をとるための操作を行うことができるよ

う，次の各号に掲げる場所の区分に応

じ，当該各号に定める設備を設ける設計

とする。◇1  

 

  

   第３項第１号について 

想定される有毒ガスの発生時におい

て，有毒ガスが運転員に及ぼす影響によ

り，運転員の対処能力が著しく低下し，

安全機能を有する施設の安全機能が損な

われることがない設計とする。◇1  

  

1579



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（60 / 61） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   そのために，事業指定基準規則第九条

及び第十二条に係る設計方針を踏まえ

て，敷地内外の固定源及び可動源それぞ

れに対して，有毒ガスが発生した場合の

影響評価（以下「有毒ガス防護に係る影

響評価」という。）を実施する。◇1  

  

   敷地内外の固定源に対しては，運転員

の吸気中の有毒ガス濃度が，有毒ガス防

護のための判断基準値を下回ることを評

価により確認した。したがって，有毒ガ

スの発生を検出するための装置や自動的

に警報するための装置を設置する必要は

ない。なお，万一に備え，敷地内外の可

動源に対する対策と同様の対策をとる。

◇1  

  

   敷地内外の可動源に対しては，

「1.7.16.2 再処理施設における化学薬

品取扱いの基本方針」に示した化学薬品

の安全管理に係る手順に基づき，漏えい

又は異臭等の異常を確認した者（立会

人，公的機関から情報を入手した者等）

が中央制御室の運転員（統括当直長）に

連絡することにより，中央制御室の運転

員が有毒ガスの発生を認知できるよう，

通信連絡設備を設ける設計とする。ま

た，換気設備の隔離，防護具の着用等の

対策により，有毒ガスから制御室の運転

員を防護できる設計とする。なお，連絡

を受けた中央制御室の運転員（統括当直

長）は，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の運転員並びに緊急時対

策所の設計基準事故及び重大事故等の対

処に必要な指示を行う要員（非常時対策

組織本部の本部長）に対して有毒ガスの

発生を連絡する。◇1  

 

  

   第３項第２号について 

制御室及びこれに連絡する通路並びに

運転員その他の従事者が制御室に出入り

するための区域には，設計基準事故が発

生した場合に運転員その他の従事者が一

定期間とどまり，再処理施設の安全性を

確保するための措置がとれるよう，以下

の設計及び措置を講ずる。◇1  

 

  

   (１) 設計基準事故発生後，設計基準事

故の対処をすべき運転員その他の従事者

が制御室に接近できるよう，これらの制

御室へのアクセス通路を確保する設計と

する。◇1  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（61 / 61） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   (２) 制御室には，運転員その他の従事

者が過度の放射線被ばくを受けないよう

な遮蔽を設ける設計とする。具体的に，

想定される も過酷な事故時において

も，「実用発電用原子炉の設置、運転等

に関する規則の規定に基づく線量限度等

を定める告示」に定められた緊急作業に

係る放射線業務従事者の線量限度を十分

に下回るように遮蔽を設ける。◇1  

ここで想定される も過酷な事故時と

しては，「運転時の異常な過渡変化」を

超える事象のうち，実効線量の も大き

な「短時間の全交流動力電源の喪失」を

対象とし，「原子力発電所中央制御室の

居住性に係る被ばく評価手法について

（内規）」（平成 21・7・27 原院第１号

平成 21 年 8 月 12 日）に定める想定事故

相当のソースタームを基とした数値，評

価手法及び評価条件を使用して評価を行

う。◇1  

 

  

   (３) 中央制御室の換気は，設計基準事

故時，屋外での火災又は爆発時，その他

の異常状態が発生した時に，外気との連

絡口を遮断し，運転員その他の従事者を

放射線被ばく，火災又は爆発によって発

生した有毒ガス並びに固定源及び可動源

により発生する有毒ガスから防護できる

設計とする。◇1  

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の換気は，屋外での火災

又は爆発時，その他の異常状態が発生し

た時に，必要に応じて外気との連絡口を

遮断し，運転員その他の従事者を放射線

被ばく，火災又は爆発によって発生した

有毒ガス並びに固定源及び可動源により

発生する有毒ガスから防護できる設計と

する。◇1  

 

  

   (４) 通常運転時及び設計基準事故時の

放射線防護及び化学薬品防護又は有毒ガ

ス発生時の防護に必要な，防護衣，呼吸

器及び防護マスクを含む防護具，サーベ

イメータを備える設計とする。◇1  
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第二十三条（制御室等） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

制① 制御室に関する記載 技術基準の要求を受けている内容 １項 ― f 

制② 
計測制御装置に関する記載 

（第 23 条２項関連） 
技術基準の要求を受けている内容 ２項 ― f 

制③ 
再処理施設の外の状況を把握

するための設備に関する記載 
技術基準の要求を受けている内容 ３項 ― f 

制④ 
計測制御装置に関する記載 

（第 23 条４項関連） 
技術基準の要求を受けている内容 ４項 ― f 

制⑤ 居住性の確保に関する記載 技術基準の要求を受けている内容 ５項 ― f,g 
制⑥ 制御室換気設備に関する記載 技術基準の要求を受けている内容 ５項２号 ― f,g 
構造 

① 
制御建屋の構造に関する事項 許可事項の展開 ― ― ― 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  
他条文との重複記載 

（第 48 条関連） 
第 48 条「制御室」で記載する基本設計方針である。 c,f,g 

□2  
施設配置 

（図呼込含む） 
添付書類「図面」にて記載される項目である。 j 

□3  
他条文との重複記載 

（第 21 条関連） 
第 21 条「放射線管理施設」で記載する設計方針である。 h 

□4  
他条文との重複記載 

（第 31 条関連） 
第 31 条「通信連絡設備」で記載する設計方針である。 d 

□5  設備仕様 仕様表に記載する項目である。 a 

□6  添付書類記載事項 
設工認申請書 添付書類に記載する事項のため，記載し

ない。 
f,g 

□7  重複記載 事業変更許可申請書本文（設計方針） ― 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）又は添付書類内の

記載と重複する内容である。 
― 

◇2  添付書類記載事項 
設工認申請書 添付書類に記載する事項のため，記載し

ない。 
c,f,g 

◇3  先行使用 
使用済燃料の受け入れ施設及び貯蔵施設は竣工施設であ

るため記載しない。 
― 

◇4  設備仕様 仕様表にて記載される項目である。 a 
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別紙１② 

◇5  評価 設計方針の裏返しであり，記載しない項目である。 ― 

◇6  系統（図呼込含む） 添付書類「図面」にて記載される項目である。 j 

◇7  
安全機能を有する施設に関す

る事項（第 16 条関連） 

第 16 条 安全機能を有する施設に関する設計方針であ

るため，本条文で記載しない。 
c 

◇8  
通信連絡設備に関する事項（第

31 条関連） 

第 31 条 通信連絡設備に関する設計方針であるため，本

条文で記載しない。 
d 

◇9  
保安電源設備に関する事項（第

29 条関連） 

第 29 条 保安電源設備に関する設計方針であるため，本

条文で記載しない。 
i 

◇10  
火災による損傷の防止に関す

る事項（第 11 条関連） 

第 11 条 火災による損傷の防止に関する設計方針であ

るため，本条文で記載しない。 
b 

◇11  
安全機能を有する施設に関す

る事項（第 16 条関連） 

第 16 条 安全機能を有する施設に関する設計方針であ

るため，本条文で記載しない。 
c 

◇12  
遮蔽に関する事項 

（第 27 条関連） 

第 27 条 遮蔽に関する設計方針であるため，本条文で記

載しない。 
g 

◇13  
安全避難通路に関する事項 

（第 14 条関連） 

第 14 条 安全避難通路に関する設計方針であるため，本

条文で記載しない。 
e 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 仕様表（設計条件及び仕様） 

b Ⅲ 火災及び爆発の防止に関する説明書 

c 
Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関

する説明書 

d Ⅵ-1-1-8 通信連絡設備に関する説明書 

e Ⅳ-1-1-9 安全避難通路等に関する説明書 

f Ⅵ-1-5-1-1 制御室の機能に関する説明書 

g Ⅵ-1-5-2-1 制御室の居住性に関する説明書 

h Ⅵ-1-7-1 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

i Ⅵ-1-8-1 電気設備に関する説明書 

j 

Ⅵ-2-2 平面図及び断面図 

Ⅵ-2-3 系統図 

Ⅵ-2-4 配置図 
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別紙１－１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十四条（廃棄施設）（1 / 4） 

 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 共通項目 

10. その他 

10.1 廃棄施設 

 

 

 

放射性廃棄物の廃棄施設は，平常時に

おいて，周辺監視区域外の公衆の線量及

び放射線業務従事者の線量が「原子炉等

規制法」に基づき定められている線量限

度を超えないように設計する。 

さらに，公衆の線量については，合理

的に達成できる限り低くなるように設計

する。① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、再処理施設の位置，構造及び設備並

びに再処理の方法 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ⅰ) 安全機能を有する施設 

 

また，再処理施設は，平常時におい

て，周辺監視区域外の公衆の線量及び放

射線業務従事者の線量が「原子炉等規制

法」に基づき定められている線量限度を

超えないように設計する。 

さらに，公衆の線量については，合理

的に達成できる限り低くなるように設計

する。① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 安全設計 

1.1  安全設計の基本方針 

1.1.1  安全機能を有する施設に関する

基本方針 

 

 

 再処理施設の安全性を確保するため

に，異常の発生を防止すること，仮に異

常が発生したとしてもその波及，拡大を

抑制すること，さらに，異常が拡大する

と仮定してもその影響を緩和することと

する「深層防護」の考え方を適切に採用

した設計とする。◇1  

 また，再処理施設は，平常時におい

て，周辺監視区域外の公衆の線量及び放

射線業務従事者の線量が「核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律」（以下「原子炉等規制法」とい

う。）に基づき定められている線量限度

を超えないように設計する。◇1  

 

さらに，公衆の線量については，合理

的に達成できる限り低くなるように設計

する。すなわち，施設設計の実現可能性

を考慮しつつ，周辺環境に放出する放射

性物質に起因する線量については，「発

電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値

に関する指針（昭和 50 年５月 13 日原子

力委員会決定）」において定める線量目

標値が実効線量で年間 50μＳｖである

ことを踏まえて，年間 50μＳｖを超え

ないよう設計する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添Ⅰ（施設共通） 

Ⅰ-1 基本設計方針 

第１章 共通項目 

 

 

 

放射性廃棄物の廃棄施設の共通項目で

ある「1. 地盤等，2. 自然現象，3. 火

災，4. 溢水等，5. 設備に対する要求

（5.7 内燃機関を除く。），6. その

他」の基本設計方針については，原子炉

冷却系統施設の基本設計方針「第１章 

共通項目」に基づく設計とする。 

 

 

第 2 章 個別項目 

1. 廃棄物貯蔵設備，廃棄物処理設備 

1.2 廃棄物処理設備 

 

放射性廃棄物を処理する設備は，周辺

監視区域の外の空気中及び周辺監視区域

の境界における水中の放射性物質の濃度

が，それぞれ，「核原料物質又は核燃料

物質の製錬の事業に関する規則等に基づ

く線量限度を定める告示」に定められた

濃度限度以下となるように，発電用原子

炉施設において発生する放射性廃棄物を

処理する能力を有する設計とする。 

 さらに，発電所周辺の一般公衆の線量

を合理的に達成できる限り低く保つ設計

とし，「発電用軽水炉原子炉施設周辺の

線量目標値に関する指針」を満足する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 
波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 
灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 
黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 
  ：発電炉との差異の理由     ：許可からの変更点等 

   

【凡例】 

 

1585



別紙１－１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十四条（廃棄施設）（2 / 4） 

 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（廃棄施設） 

第二十四条 

 放射性廃棄物を廃棄する設

備 (放射性廃棄物を保管廃棄

する設備を除く。) は、次に

掲げるところによるものでな

ければならない 

 

 

 

 

 

 

 

一 周辺監視区域の外の空気

中の放射性物質の濃度及び液

体状の放射性物質の海洋放出

に起因する線量が、それぞれ

原子力規制委員会の定める濃

度限度及び線量限度以下にな

るように再処理施設において

発生する放射性廃棄物を廃棄

する能力を有するものである

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性廃棄物の廃棄施設は，周辺監視

区域の外の空気中の放射性物質の濃度及

び液体状の放射性物質の海洋放出に起因

する線量を十分に低減できる設計とす

る。②-1 

 

 

気体廃棄物の廃棄施設は，各施設の塔

槽類等から発生する廃ガス及びセル等内

の雰囲気中から環境への放射性物質の放

出量を合理的に達成できる限り低くする

よう，放射性物質の性状，濃度に応じ

て，廃ガス洗浄塔，高性能粒子フィルタ

等で洗浄，ろ過等の処理をした後，十分

な拡散効果の期待できる排気筒から監視

しながら放出する設計とする。②-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｍ) 廃棄施設 

周辺監視区域の外の空気中の放射性物

質の濃度及び液体状の放射性物質の海洋

放出に起因する線量を十分に低減できる

よう，再処理施設の設計の基本方針を以

下のとおりとする。②-1 

 

(イ) 気体廃棄物の廃棄施設 

各施設の塔槽類等から発生する廃ガス

及びセル等内の雰囲気中から環境への放

射性物質の放出量を合理的に達成できる

限り低くするよう，放射性物質の性状，

濃度等に応じて，廃ガス洗浄塔，高性能

粒子フィルタ等で洗浄，ろ過等の処理を

した後，十分な拡散効果の期待できる排

気筒から監視しながら放出する設計とす

る。②-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 再処理施設に関する「再処理施設

の位置，構造及び設備の基準に関する規

則」への適合性 

1.9.21 廃棄施設 

 

（廃棄施設） 

第二十一条 再処理施設には、運転

時において、周辺監視区域の外の空

気中の放射性物質の濃度及び液体状

の放射性物質の海洋放出に起因する

線量を十分に低減できるよう、再処

理施設において発生する放射性廃棄

物を処理する能力を有する放射性廃

棄物の廃棄施設（安全機能を有する

施設に属するものに限り、放射性廃

棄物を保管廃棄する施設を除く。）

を設けなければならない。 

 

(１) 気体廃棄物の廃棄施設 

ａ．せん断処理施設のせん断機及び溶解

施設の溶解槽等から発生する廃ガス

は，環境への放射性物質の放出量を合

理的に達成できる限り低くするよう，

ＮＯｘ吸収塔，よう素フィルタ，高性

能粒子フィルタ，凝縮器及びミストフ

ィルタで洗浄，ろ過，ＮＯｘの回収及

びよう素除去の処理をした後，主排気

筒から放出する設計とする。◇1  

ｂ．各施設の塔槽類からの廃ガスは，環

境への放射性物質の放出量を合理的に

達成できる限り低くするように廃ガス

洗浄塔，高性能粒子フィルタ，凝縮

器，デミスタ，よう素フィルタ及びス

プレイ塔で洗浄，ろ過，ミスト除去及

びよう素除去の処理をした後，主排気

筒及び北換気筒から放出する設計とす

る。◇1  

ｃ．固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶融

炉からの廃ガスは，環境への放射性物

質の放出量を合理的に達成できる限り

低くするように廃ガス洗浄器，ミスト

フィルタ，高性能粒子フィルタ，吸収

塔，凝縮器，ルテニウム吸着塔及びよ

う素フィルタで洗浄，ろ過，ルテニウ

ム除去及びよう素除去の処理をした

後，主排気筒から放出する設計とす

る。◇1  

ｄ．セル，グローブボックス及びこれら

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「各施設の塔槽類等」の指す内容

は，廃ガスの発生元であり，廃ガス

の処理系統については添付書類で示

すため当該箇所では許可の記載を用

いた。 

【「等」の解説】 

「セル等」の指す内容は，建屋から

排気する対象であり，排気系統につ

いては添付書類で示すため当該箇所

では許可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「洗浄，ろ過等」の指す内容は，当

該設備にて行う主要な処理の方法で

あり，気体廃棄物の処理系統につい

ては添付書類で示すため当該箇所で

は許可の記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

「放射性物質の性状，濃度等」につ

いて対象を明確にした。 
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別紙１－１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十四条（廃棄施設）（3 / 4） 

 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液体廃棄物の廃棄施設は，周辺環境に

放出する放射性液体廃棄物による公衆の

線量を合理的に達成できる限り低くする

よう，廃液の放射性物質の放射性物質の

核種，性状，濃度に応じてろ過，脱塩，

蒸発処理を行い，放射性物質の量及び濃

度を確認した上で，十分な拡散効果を有

する海洋放出口から海洋に放出する設計

とする。②-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ) 液体廃棄物の廃棄施設 

周辺環境に放出する放射性液体廃棄物

による公衆の線量を合理的に達成できる

限り低くするよう，廃液の放射性物質の

性状，濃度等に応じてろ過，脱塩，蒸発

処理を行い，放射性物質の量及び濃度を

確認した上で，十分な拡散効果を有する

海洋放出口から海洋に放出する設計とす

る。②-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と同等の閉じ込め機能を有する施設の

換気は，必要に応じて高性能粒子フィ

ルタ，廃ガス洗浄塔，凝縮器，ミスト

フィルタ及びルテニウム吸着塔で洗

浄，ろ過及びルテニウム除去の処理を

した後，主排気筒，北換気筒及び低レ

ベル廃棄物処理建屋換気筒から放出す

る設計とする。◇1  

ｅ．放射性気体廃棄物は，十分な拡散効

果の期待できる主排気筒，北換気筒及

び低レベル廃棄物処理建屋換気筒から

監視しながら放出する設計とする。

◇1  

  

(２) 液体廃棄物の廃棄施設 

ａ．周辺環境に放出する放射性液体廃棄

物による公衆の線量は，合理的に達成

できる限り低くする設計とする。廃液

の放射性物質の濃度，性状及び廃液に

含まれる成分に応じてろ過，脱塩及び

蒸発の処理を行う設計とする。◇1  

ｂ．周辺環境に放出する放射性液体廃棄

物中の放射性物質の量及び濃度を確認

し，十分な拡散効果を有する海洋放出

口から海洋に放出する設計とする。

◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

「放射性物質の性状，濃度等」につ

いて対象を明確にした。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

二 放射性廃棄物以外の廃棄

物を廃棄する設備と区別して

設置すること。ただし、放射

性廃棄物以外の流体状の廃棄

物を流体状の放射性廃棄物を

廃棄する設備に導く場合にお

いて、流体状の放射性廃棄物

が放射性廃棄物以外の流体状

の廃棄物を取り扱う設備に逆

流するおそれがないときは、

この限りでない。 

 

 

三 気体状の放射性廃棄物を

廃棄する設備は、排気口以外

の箇所において気体状の放射

性廃棄物を排出することがな

いものであること。 

 

 

四 気体状の放射性廃棄物を

廃棄する設備にろ過装置を設

ける場合にあっては、ろ過装

置の機能が適切に維持し得る

ものであり、かつ、ろ過装置

の使用済燃料等による汚染の

除去又はろ過装置の取替えが

容易な構造であること。 

 

 

五 液体状の放射性廃棄物を

廃棄する設備は、海洋放出口

以外の箇所において液体状の

放射性廃棄物を排出すること

がないものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気体廃棄物の廃棄設備及び液体廃棄物

の廃棄設備においては，放射性廃棄物以

外の廃棄物を廃棄する設備と区別して設

置する設計とし，流体状の放射性廃棄物

が放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を

取り扱う設備へ逆流することを防止する

設計とする。③ 

 

 

 

 

 

 

気体廃棄物の廃棄施設は，排気筒以外

の箇所において気体状の放射性廃棄物を

排出することがない設計とする。④ 

 

 

 

 

気体廃棄物の廃棄施設は，フィルタを

設置する設計とするとともに，差圧を測

定し，適切にフィルタの交換を行う設計

とする。また，取替えに必要な空間を設

けるとともに，保守性を考慮した構造と

することにより，取替えが容易な設計と

する。⑤ 

 

 

 

液体廃棄物の廃棄施設は，海洋放出口

以外の箇所において放射性廃棄物を排出

することがない設計とする。⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

技術基準規則のみの要求事項を踏まえて、ろ過

装置の機能維持について設計方針として、新規

作成した。 

【許可からの変更点】 

技術基準規則のみの要求事項を踏まえて、海洋

放出口以外から排出しないことについて設計方

針として、新規作成した。 

【許可からの変更点】 

技術基準規則のみの要求事項を踏まえて、経路

外放出の防止にかかる設計方針として、新規作

成した。 

【許可からの変更点】 

技術基準規則のみの要求事項を踏まえて、放射

性廃棄物以外の廃棄物を廃棄する設備との区別

にかかる設計方針として、新規作成した。 
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別紙１－２① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十四条（廃棄施設（第２章 個別項目 せん断処理・溶解廃ガス処理設備等））（1 / 83） 

 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（廃棄施設） 

第二十四条 

 放射性廃棄物を廃棄する設備 

(放射性廃棄物を保管廃棄する

設備を除く。) は、次に掲げる

ところによるものでなければな

らない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 周辺監視区域の外の空気中

の放射性物質の濃度及び液体状

の放射性物質の海洋放出に起因

する線量が、それぞれ原子力規

制委員会の定める濃度限度及び

線量限度以下になるように再処

理施設において発生する放射性

廃棄物を廃棄する能力を有する

ものであること。 

第２章 個別項目 

5. 放射性廃棄物の廃棄施設 

 

放射性廃棄物の廃棄施設の設計に係る

共通的な設計方針については、第１章 

共通項目の「２．地盤」，「３．自然現

象等」，「４．閉じ込めの機能」，

「５．火災等による損傷の防止」，

「６．再処理施設内における溢水による

損傷の防止」，「７．再処理施設内にお

ける化学薬品の漏えいによる損傷の防

止」，「８．遮蔽」，「９．設備に対す

る要求」及び「10．1 廃棄施設」に基づ

くものとする。 

 

放射性廃棄物の廃棄施設は，気体廃棄

物の廃棄施設，液体廃棄物の廃棄施設及

び固体廃棄物の廃棄施設で構成する。① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 気体廃棄物の廃棄施設 

 

せん断処理施設のせん断機及び溶解施

設の溶解槽等から発生する廃ガスは，環

境への放射性物質の放出量を合理的に達

成できる限り低くするよう，ＮＯｘ吸収

塔，よう素フィルタ，高性能粒子フィル

タ，凝縮器及びミストフィルタで洗浄，

ろ過，ＮＯｘの回収及びよう素除去の処

理をした後，主排気筒から放出する設計

とする。②-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

7.1 概 要 

 

放射性廃棄物の廃棄施設は，再処理施

設の運転中及び停止中に生じる放射性廃

棄物を処理する施設であり，環境へ放出

する放射性物質を合理的に達成できる限

り低くするとともに，敷地周辺の公衆の

線量が十分に低くなるよう設計に際して

考慮する。◇1  

 

 

 

 

放射性廃棄物の廃棄施設は，次の施設

で構成する。 

気体廃棄物の廃棄施設 

液体廃棄物の廃棄施設 

固体廃棄物の廃棄施設① 

 

1.9 再処理施設に関する「再処理施設

の位置，構造及び設備の基準に関する規

則」への適合性 

1.9.21 廃棄施設 

 

（廃棄施設） 

第二十一条 再処理施設には、運転

時において、周辺監視区域の外の空

気中の放射性物質の濃度及び液体状

の放射性物質の海洋放出に起因する

線量を十分に低減できるよう、再処

理施設において発生する放射性廃棄

物を処理する能力を有する放射性廃

棄物の廃棄施設（安全機能を有する

施設に属するものに限り、放射性廃

棄物を保管廃棄する施設を除く。）

を設けなければならない。 

 

(１) 気体廃棄物の廃棄施設 

 

ａ．せん断処理施設のせん断機及び溶解

施設の溶解槽等から発生する廃ガス

は，環境への放射性物質の放出量を合

理的に達成できる限り低くするよう，

ＮＯｘ吸収塔，よう素フィルタ，高性

能粒子フィルタ，凝縮器及びミストフ

ィルタで洗浄，ろ過，ＮＯｘの回収及

びよう素除去の処理をした後，主排気

筒から放出する設計とする。②-1 

別添Ⅰ（施設共通） 

Ⅰ-1 基本設計方針 

第 2章 個別項目 

1. 廃棄物貯蔵設備，廃棄物処理設備 

1.2 廃棄物処理設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性廃棄物を処理する設備は，周辺

監視区域の外の空気中及び周辺監視区域

の境界における水中の放射性物質の濃度

が，それぞれ，「核原料物質又は核燃料

物質の製錬の事業に関する規則等の規定

に基づく線量限度等を定める告示」に定

められた濃度限度以下となるように，発

電用原子炉施設において発生する放射性

廃棄物を処理する能力を有する設計とす

る。 

さらに，発電所周辺の一般公衆の線量

を合理的に達成できる限り低く保つ設計

とし，「発電用軽水型原子炉施設周辺の

線量目標値に関する指針」を満足する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 
波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 
灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 
黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 
  ：発電炉との差異の理由      ：許可からの変更点等 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

水中の放射性物質の濃

度に関する基本設計方

針は「5.1.2 液体廃棄

物の廃棄設備」で記載

するため。 

【① P34 へ】 

【「等」の解説】 

「溶解槽等」の指す内容は，当該

設備にて処理する廃ガスが発生す

る機器の総称として示した記載で

あり許可の記載のままとした。 
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各施設の塔槽類からの廃ガスは，環境

への放射性物質の放出量を合理的に達成

できる限り低くするように廃ガス洗浄

塔，高性能粒子フィルタ，凝縮器，デミ

スタ，よう素フィルタ及びスプレイ塔で

洗浄，ろ過，ミスト除去及びよう素除去

の処理をした後，主排気筒及び北換気筒

から放出する設計とする。②-2 

 

固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶融炉

からの廃ガスは，環境への放射性物質の

放出量を合理的に達成できる限り低くす

るように廃ガス洗浄器，ミストフィル

タ，高性能粒子フィルタ，吸収塔，凝縮

器，ルテニウム吸着塔及びよう素フィル

タで洗浄，ろ過，ルテニウム除去及びよ

う素除去の処理をした後，主排気筒から

放出する設計とする。②-3 

 

セル，グローブボックス及びこれらと

同等の閉じ込め機能を有する施設の換気

は，必要に応じて高性能粒子フィルタ，

廃ガス洗浄塔，凝縮器，ミストフィルタ

及びルテニウム吸着塔で洗浄，ろ過及び

ルテニウム除去の処理をした後，主排気

筒，北換気筒及び低レベル廃棄物処理建

屋換気筒から放出する設計とする。②-4 

 

放射性気体廃棄物は，十分な拡散効果

の期待できる主排気筒，北換気筒及び低

レベル廃棄物処理建屋換気筒から監視し

ながら放出する設計とする。②-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．各施設の塔槽類からの廃ガスは，環

境への放射性物質の放出量を合理的に

達成できる限り低くするように廃ガス

洗浄塔，高性能粒子フィルタ，凝縮

器，デミスタ，よう素フィルタ及びス

プレイ塔で洗浄，ろ過，ミスト除去及

びよう素除去の処理をした後，主排気

筒及び北換気筒から放出する設計とす

る。②-2 

ｃ．固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶融

炉からの廃ガスは，環境への放射性物

質の放出量を合理的に達成できる限り

低くするように廃ガス洗浄器，ミスト

フィルタ，高性能粒子フィルタ，吸収

塔，凝縮器，ルテニウム吸着塔及びよ

う素フィルタで洗浄，ろ過，ルテニウ

ム除去及びよう素除去の処理をした

後，主排気筒から放出する設計とす

る。②-3 

ｄ．セル，グローブボックス及びこれら

と同等の閉じ込め機能を有する施設の

換気は，必要に応じて高性能粒子フィ

ルタ，廃ガス洗浄塔，凝縮器，ミスト

フィルタ及びルテニウム吸着塔で洗

浄，ろ過及びルテニウム除去の処理を

した後，主排気筒，北換気筒及び低レ

ベル廃棄物処理建屋換気筒から放出す

る設計とする。②-4 

ｅ．放射性気体廃棄物は，十分な拡散効

果の期待できる主排気筒，北換気筒及

び低レベル廃棄物処理建屋換気筒から

監視しながら放出する設計とする。②

-5 

  

(２) 液体廃棄物の廃棄施設 

 

ａ．周辺環境に放出する放射性液体廃棄

物による公衆の線量は，合理的に達成

できる限り低くする設計とする。廃液

の放射性物質の濃度，性状及び廃液に

含まれる成分に応じてろ過，脱塩及び

蒸発の処理を行う設計とする。②-6 

 

ｂ．周辺環境に放出する放射性液体廃棄

物中の放射性物質の量及び濃度を確認

し，十分な拡散効果を有する海洋放出

口から海洋に放出する設計とする。②

-7 

【②-6、②-7 P34 へ】 
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二 放射性廃棄物以外の廃棄

物を廃棄する設備と区別して

設置すること。ただし、放射

性廃棄物以外の流体状の廃棄

物を流体状の放射性廃棄物を

廃棄する設備に導く場合にお

いて、流体状の放射性廃棄物

が放射性廃棄物以外の流体状

の廃棄物を取り扱う設備に逆

流するおそれがないときは、

この限りでない。 

 

 

 

 

 

気体廃棄物の廃棄施設は，せん断処理

施設のせん断処理設備及び溶解施設の溶

解設備から発生する放射性気体廃棄物を

処理するせん断処理・溶解廃ガス処理設

備，各施設の放射性物質を収納する塔槽

類から発生する放射性気体廃棄物を処理

する塔槽類廃ガス処理設備，高レベル廃

液ガラス固化設備から発生する放射性気

体廃棄物を処理する高レベル廃液ガラス

固化廃ガス処理設備，汚染のおそれのあ

る区域を換気する換気設備並びに主排気

筒で構成する。⑧-1 

 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，

前処理建屋に収納する設計とする。⑧-2 

 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備は，高レベル廃液ガラス固化建屋に収

納する設計とする。⑧-3 

 

 

高レベル廃液ガラス固化建屋は, 地上

2階，地下 4階の建物とする設計とす

る。⑧-4 

 

 

 

 

 

 

塔槽類廃ガス処理設備及び換気設備

は，各建屋に収納する設計とする。⑧-5 

 

気体廃棄物の廃棄施設は，放射性廃棄

物以外の廃棄物を廃棄する設備と区別

し，核燃料物質等の逆流により核燃料物

質等を拡散しない設計とする。③-1 

 

 

 

 

 

 

 

ト．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び

設備 

(,1) 気体廃棄物の廃棄施設 

(ⅰ) 構 造 

(ａ) 設計基準対象の施設 

気体廃棄物の廃棄施設は，せん断処理

施設のせん断処理設備及び溶解施設の溶

解設備から発生する放射性気体廃棄物を

処理するせん断処理・溶解廃ガス処理設

備，各施設の放射性物質を収納する塔槽

類から発生する放射性気体廃棄物を処理

する塔槽類廃ガス処理設備，高レベル廃

液ガラス固化設備から発生する放射性気

体廃棄物を処理する高レベル廃液ガラス

固化廃ガス処理設備，汚染のおそれのあ

る区域を換気する換気設備並びに主排気

筒で構成する。⑧-1 

 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，

前処理建屋に収納する。⑧-2 

 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備は，高レベル廃液ガラス固化建屋に収

納する。⑧-3 

前処理建屋の主要構造は，「ニ．(１) 

(ⅰ) 構造」に示す。 

高レベル廃液ガラス固化建屋の主要構

造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄

筋コンクリート造及び鉄骨造）で，□1 地

上２階，地下４階，建築面積約 5,100ｍ

２□1 の建物である。⑧-4 

主排気筒は，高さ約 150ｍ，面積約

1,600ｍ２の構築物である。□1  

高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置概

要図を第 121 図から第 129 図に示す。□2  

なお，塔槽類廃ガス処理設備及び換気

設備は，各建屋に収納する。⑧-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 気体廃棄物の廃棄施設 

7.2.1 設計基準対象の施設 

7.2.1.1 概 要 

 

気体廃棄物の廃棄施設は，せん断処理

施設のせん断機，溶解施設の溶解槽等か

ら発生する放射性気体廃棄物を処理する

せん断処理・溶解廃ガス処理設備，各施

設の放射性物質を収容する塔槽類から発

生する放射性気体廃棄物を処理する塔槽

類廃ガス処理設備，固体廃棄物の廃棄施

設のガラス溶融炉から発生する放射性気

体廃棄物を処理する高レベル廃液ガラス

固化廃ガス処理設備，汚染のおそれのあ

る区域を換気する換気設備及び主排気筒

で構成する。◇1  

気体廃棄物の廃棄施設系統概要図を第

7.2－１図に示す。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気体廃棄物処理設備は，主として主復

水器の空気抽出器，排ガス再結合器及び

排ガス減衰管並びに活性炭ホールドアッ

プ装置等で構成し，排ガスはろ過処理

後，放射性物質の濃度を監視しながら主

排気筒等から放出する設計とする。 

【② P4 へ】 

 

なお，排ガス減衰管は排ガスの通過に

通常約 30 分，活性炭ホールドアップ装

置は排ガス中のクセノンの通過に約 27 

日間，クリプトンの通過に約 40 時間を

要する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性廃棄物を処理する設備は，放射

性廃棄物以外の廃棄物を処理する設備と

区別し，放射性廃棄物以外の流体状の廃

棄物を流体状の放射性廃棄物を処理する

設備に導かない設計とする。 

【③ P35 から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

技術基準規則のみの要求事項を踏まえて、放射

性廃棄物以外の廃棄物を廃棄する設備との区別

にかかる設計方針を記載した。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

気体廃棄物処理設備

の構成を記載する方

針は同じだが，構成

設備が再処理施設と

異なるため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

法令に基づく用語が異なるた

め，「気体廃棄物の廃棄施

設」と「気体廃棄物処理設

備」で主語が異なる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

建屋に収納する設計については，

許可の展開を受けた再処理施設特

有の基本設計方針であるため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則の相違

による「処理」と

「廃棄」の違い。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

本項目では「気体廃棄物

の廃棄設備」の基本設計

方針を整理しているた

め，「気体廃棄物の廃棄

施設」と「放射性廃棄物

を処理する設備」で主語

が異なる。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

排ガス減衰管及び活

性炭ホールドアップ

装置については，再

処理施設に同様の機

器がないため。 

【許可からの変更点】 

設計に係る基本設計方針の記

載については，語尾を「設計

とする。」に統一する。（以

下同じ） 
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三 気体状の放射性廃棄物を

廃棄する設備は、排気口以外

の箇所において気体状の放射

性廃棄物を排出することがな

いものであること。 

 

 

 

 

 

 

四 気体状の放射性廃棄物を

廃棄する設備にろ過装置を設

ける場合にあっては、ろ過装

置の機能が適切に維持し得る

ものであり、かつ、ろ過装置

の使用済燃料等による汚染の

除去又はろ過装置の取替えが

容易な構造であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気体廃棄物の廃棄施設の排気は，放射

性物質の濃度を監視しながら主排気筒，

北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋

換気筒，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒並びにハル・エンドピース及び第１

ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）及び低レ

ベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口から

排出する設計とする。④ 

 

 

 

気体廃棄物の廃棄施設は，フィルタを

設置する設計とするとともに，差圧を測

定し，適切にフィルタの交換を行う設計

とする。また，取替えに必要な空間を設

けるとともに，保守性を考慮した構造と

することにより，取替えが容易な設計と

する。⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 せん断処理・溶解廃ガス処理設備 

 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，

せん断処理施設のせん断機，溶解施設の

溶解槽等から発生する廃ガス中の NOx 及

び放射性物質を除去するとともに，せん

断機，溶解槽等の機器内部を負圧に維持

する設計とする。⑨-1 

 

 

 

 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，

せん断処理施設のせん断機，溶解施設の

溶解槽等から発生する廃ガスによる環境

への放射性物質の放出量を，合理的に達

成できる限り低くする設計とする。⑨-2 

 

 

気体廃棄物の廃棄施設の排気は，放射

性物質の濃度を監視しながら主排気筒，

北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋

換気筒，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒並びにハル・エンドピース及び第１

ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）及び低レ

ベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口から

排出する。④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備系統

概要図を第 35 図に，塔槽類廃ガス処理

設備系統概要図を第 36 図及び第 37 図

に，高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理

設備系統概要図を第 38 図に，換気設備

排気系系統概要図を第 39 図及び第 40 図

に示す。□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1.2 せん断処理・溶解廃ガス処理設

備 

7.2.1.2.1 概 要 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，

せん断処理施設のせん断機，溶解施設の

溶解槽等から発生する廃ガス中のＮＯｘ

及び放射性物質を除去するとともに，せ

ん断機，溶解槽等の機器内部を負圧に維

持する設備である。⑨-1 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備系統

概要図を第 7.2－２図に示す。◇2  

 

7.2.1.2.2 設計方針 

(1) 放射性物質の放出低減 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，

せん断処理施設のせん断機，溶解施設の

溶解槽等から発生する廃ガスによる環境

への放射性物質の放出量を，合理的に達

成できる限り低くする設計とする。⑨-2 

 

 

(2) 閉じ込め 

気体廃棄物処理設備は，主として主復

水器の空気抽出器，排ガス再結合器及び

排ガス減衰管並びに活性炭ホールドアッ

プ装置等で構成し，排ガスはろ過処理

後，放射性物質の濃度を監視しながら主

排気筒等から放出する設計とする。 

【② P3 から】 

 

 

 

気体状の放射性廃棄物はフィルタを通

し放射性物質の濃度を監視可能な主排気

筒等から放出する設計とする。 

また，フィルタは，放射性物質による

汚染の除去又は交換に必要な空間を有す

るとともに，必要に応じて梯子等を設置

し，取替が容易な設計とする。 

【④ P36 から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

技術基準規則のみの要求事項を踏まえて、ろ過

装置の機能維持について設計方針として、新規

作成した。 

【「等」の解説】 

「せん断処理施設のせん断機，溶

解施設の溶解槽等」の指す内容

は，当該設備にて処理する廃ガス

が発生する機器の総称として示し

た記載であり許可の記載のままと

した。 

【「等」の解説】 

「せん断処理施設のせん断機，溶

解施設の溶解槽等」の指す内容

は，当該設備にて処理する廃ガス

が発生する機器の総称として示し

た記載であり許可の記載のままと

した。 
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せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，

せん断処理施設のせん断機及び溶解施設

の溶解槽，よう素追出し槽等から発生す

る廃ガスを処理することが可能な処理能

力を有する設計とする。⑨-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の放

射性物質を内包する機器は，腐食し難い

材料を使用し，かつ，漏えいし難い構造

とする。万一液体状の放射性物質が漏え

いした場合にも漏えいの拡大を防止し安

全に処置できる設計とする。また，せん

断処理・溶解廃ガス処理設備は，気体状

の放射性物質が漏えいし難く，かつ，逆

流し難い設計とする。◇10  
 

(3) 単一故障 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の安

全上重要な系統及び機器は，それらを構

成する動的機器に単一故障を仮定しても

安全機能を確保できる設計とする。◇12  
 

(4) 外部電源喪失 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の安

全上重要な系統の排風機は，非常用所内

電源系統に接続し，外部電源が喪失した

場合でも安全機能を確保できる設計とす

る。◇15  
 

(5) 試験及び検査 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の安

全上重要な系統の排風機，高性能粒子フ

ィルタ等は，必要に応じて試験及び検査

ができる設計とする。◇13  
 

7.2.1.2.3 主要設備の仕様 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の主

要設備の仕様を第 7.2－１表に示す。ま

た，フィルタ概要図を第 7.2－３図に示

す。◇2  

 

7.2.1.2.4 系統構成及び主要設備 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の凝

縮器，ＮＯｘ吸収塔及びよう素追出し塔

は，溶解槽に対応して各々１系列設け

る。ミストフィルタから排風機までは，

３系列で構成し，２系列で運転し，他の

１系列は予備とする。◇3  
せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，

せん断処理施設のせん断機及び溶解施設

の溶解槽，よう素追出し槽等から発生す

る廃ガスを処理することが可能な処理能

力を有する。⑨-3 

 

 

(1) 系統構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「せん断処理施設のせん断機，

溶解施設の溶解槽，よう素追出

し槽等等」の指す内容は，当該

設備にて処理する廃ガスが発生

する機器の総称として示した記

載であり許可の記載のままとし

た。 

1593



別紙１－２① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十四条（廃棄施設（第２章 個別項目 せん断処理・溶解廃ガス処理設備等））（6 / 83） 

 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，

せん断処理施設のせん断機及び溶解施設

の溶解槽，よう素追出し槽等から発生す

る廃ガスを凝縮器で冷却した後，溶解施

設のエンドピース酸洗浄槽，硝酸調整槽

及び硝酸供給槽から発生する廃ガスとと

もに，NOx 吸収塔での NOx の回収及び放

射性物質の除去，ミストフィルタでのろ

過，加熱器での加熱，高性能粒子フィル

タでのろ過及びよう素フィルタでのよう

素の除去を組み合わせて処理し，排風機

で前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の排

風機下流へ移送する設計とする。⑨-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，

せん断処理施設のせん断機及び溶解施設

の溶解槽，よう素追出し槽等から発生す

る約 290ｍ３／ｈ［normal］（凝縮性ガ

ス約 150ｍ３／ｈ［normal］，非凝縮性

ガス約 140ｍ３／ｈ［normal］）の

【◇16 】廃ガスを凝縮器で冷却した後，

溶解施設のエンドピース酸洗浄槽，硝酸

調整槽及び硝酸供給槽から発生する約１

ｍ３／ｈ［normal］の【◇16 】廃ガスと

ともに，ＮＯｘ吸収塔でのＮＯｘの回収

及び放射性物質の除去，ミストフィルタ

でのろ過，加熱器での加熱，高性能粒子

フィルタでのろ過及びよう素フィルタで

のよう素の除去を組み合わせて処理した

後，排風機で前処理建屋塔槽類廃ガス処

理設備の排風機下流へ移送する。⑨-4 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，

接続する溶解槽等の負圧を－0.7ｋＰａ

［gage］程度に維持する。ここでいう

gage は，大気圧との差圧であり，以下

［gage］という。◇16  
ＮＯｘ吸収塔で回収した約３ｍｏｌ／

Ｌの硝酸は，よう素追出し塔において高

温状態で残留よう素を追い出した後，溶

解施設の溶解槽で再使用する。◇16  
せん断処理・溶解廃ガス処理設備の高

性能粒子フィルタは，１系列当たり２段

設置する。◇16  
(2) 主要設備 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の凝

縮器，ＮＯｘ吸収塔，よう素追出し塔等

の液体状の放射性物質を内包する機器

は，ステンレス鋼又はジルコニウムを用

い，接液部は溶接構造とし，異種金属間

の接続には爆着接合法による異材継手を

用いる設計とする。また，これらの機器

を収納するセルの床には漏えい検知装置

を備えたステンレス鋼製の漏えい液受皿

を設置し，漏えいした液体状の放射性物

質は溶解施設の硝酸調整槽等に移送する

設計とする。◇10  
せん断処理・溶解廃ガス処理設備の主

要機器は，排風機に接続し，負圧を維持

する設計とし，溶解施設の溶解槽内部の

負圧を監視することにより，系統の負圧

監視ができる設計とする。◇14  
排風機及び加熱器は，多重化し，非常

用所内電源系統に接続するとともに，そ

の１系列の試験及び検査中においても，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「せん断処理施設のせん断機，溶

解施設の溶解槽，よう素追出し槽

等」の指す内容は，当該設備にて

処理する廃ガスが発生する機器の

総称として示した記載であり許可

の記載のままとした。 
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せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構

成する凝縮器は，多管式を使用し，廃ガ

スを冷却して除湿することにより，廃ガ

ス中のトリチウムを除去するとともに，

廃ガス中の NOx を回収する設計とする。

⑨-5 

 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構

成する NOx 吸収塔は，充てん塔を使用

し，廃ガス中に含まれる NOx を回収する

とともに，廃ガス中に含まれる放射性エ

アロゾルを除去する設計とする。⑨-6 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構

成するよう素追出し塔は，充てん塔を使

用し，NOx 吸収塔で回収した硝酸中に含

まれるよう素を廃ガス中に追い出す設計

とする。⑨-7 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構

成するミストフィルタは，ろ材にガラス

繊維を使用し，廃ガス中に含まれる放射

性エアロゾルを除去する設計とする。⑨

-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予備系列に切り替えて運転できる設計と

する。◇12  
また，排風機の回転数及び加熱器の出

口の廃ガス温度を測定することにより，

運転状態を監視できる設計とする。◇14  
せん断処理・溶解廃ガス処理設備の高

性能粒子フィルタ等は前後の差圧を測定

することにより運転状態が監視できる設

計とする。◇14  
せん断処理・溶解廃ガス処理設備のよ

う素フィルタは，定期的によう素フィル

タ１段目及び２段目出口のよう素濃度を

測定できる設計とする。◇14  
また，高性能粒子フィルタ及びよう素

フィルタは，その１系列の試験及び検査

中においても，予備系列に切り替えて運

転できる設計とする。◇13  
せん断処理・溶解廃ガス処理設備の排

風機，フィルタ等は，クレーン等により

保守・補修を行う。◇13  
せん断処理・溶解廃ガス処理設備の主

要機器の機能及び性能について以下に示

す。◇2  

ａ．凝縮器 

凝縮器は，多管式を使用し，廃ガスを

冷却して除湿することにより，廃ガス中

のトリチウムを除去するとともに，廃ガ

ス中のＮＯｘを回収する。⑨-5 

なお，凝縮器は，廃ガス中に含まれる

トリチウムを 96.6％以上除去できる設

計とする。◇16  
ｂ．ＮＯｘ吸収塔 

ＮＯｘ吸収塔は，充てん塔を使用し，

廃ガス中に含まれるＮＯｘを回収すると

ともに，廃ガス中に含まれる放射性エア

ロゾルを除去する。⑨-6 

 

ｃ．よう素追出し塔 

よう素追出し塔は，充てん塔を使用

し，ＮＯｘ吸収塔で回収した硝酸中に含

まれるよう素を廃ガス中に追い出す。⑨

-7 

 

ｄ．ミストフィルタ 

ミストフィルタは，ろ材にガラス繊維

を使用し，廃ガス中に含まれる放射性エ

アロゾルを除去する。⑨-8 

なお，ミストフィルタは，ＮＯｘ吸収

塔と合わせて，廃ガス中に含まれる放射

性エアロゾルを 99％以上除去できる設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

主要機器に係る設計方針については，対

象となる設備区分を明示するため、冒頭

に設備名称を記載する。（以下同じ） 
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せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構

成する加熱器は，電気ヒータを使用し，

廃ガスを加熱して相対湿度を下げるとと

もに，下流のよう素除去に適切な温度に

する設計とする。⑨-9 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構

成する高性能粒子フィルタは，ろ材にガ

ラス繊維を使用し，よう素フィルタの前

後に設置し，廃ガス中に含まれる放射性

エアロゾルを除去する設計とする。⑨-10

 

 

 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構

成するよう素フィルタは，ろ材に銀系吸

着材を使用し，廃ガス中に含まれるよう

素を除去する設計とする。⑨-11 

 

 

 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備を構

成する排風機は，せん断処理施設のせん

断機及び溶解施設の溶解槽，よう素追出

し槽等の負圧を維持するとともに，廃ガ

スを主排気筒へ移送する設計とする。⑨

-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計とする。◇16  
ｅ．加熱器 

加熱器は，電気ヒータを使用し，廃ガ

スを加熱して相対湿度を下げるととも

に，下流のよう素除去に適切な温度にす

る。⑨-9 

 

ｆ．高性能粒子フィルタ 

高性能粒子フィルタは，ろ材にガラス

繊維を使用し，よう素フィルタの前後に

設置し，廃ガス中に含まれる放射性エア

ロゾルを除去する。⑨-10 

なお，高性能粒子フィルタは，廃ガス

中に含まれる放射性エアロゾルを１段当

たり 99.9％以上除去できる設計とす

る。◇16  
ｇ．よう素フィルタ 

よう素フィルタは，ろ材に銀系吸着材

を使用し，廃ガス中に含まれるよう素を

除去する。⑨-11 

なお，よう素フィルタは，廃ガス中に

含まれるよう素を 99.6％以上除去でき

る設計（よう素フィルタ ベッド厚約 85

ｃｍ）とする。◇16  
ｈ．排風機 

排風機は，せん断処理施設のせん断機

及び溶解施設の溶解槽，よう素追出し槽

等の負圧を維持するとともに，廃ガスを

主排気筒へ移送する。⑨-12 

 

 

7.2.1.2.5 試験・検査 

よう素フィルタは，定期的に前後のよ

う素濃度を測定し，除染性能の確認を行

う。 

高性能粒子フィルタは，交換時に据え

付け状態の健全性を確認する。 

加熱器は定期的に切り替え，健全性を確

認する。 

排風機は定期的に切り替え，健全性を

確認する。◇13  
 

7.2.1.2.6 評 価 

(1) 放射性物質の放出低減 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，

凝縮器，ＮＯｘ吸収塔，フィルタ等を組

み合わせて，せん断処理施設のせん断

機，溶解施設の溶解槽等から発生する廃

ガスを処理する設計としているので，環

境へ放出する放射性物質を合理的に達成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「せん断処理施設のせん断機及び

溶解施設の溶解槽，よう素追出し

槽等」の指す内容は，当該設備に

て処理する廃ガスが発生する主要

機器であり，添付書類で示すため

当該箇所では許可の記載を用い

た。 
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5.1.2 塔槽類廃ガス処理設備 

 

塔槽類廃ガス処理設備は，前処理建屋

塔槽類廃ガス処理設備，分離建屋塔槽類

廃ガス処理設備，精製建屋塔槽類廃ガス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

できる限り低くすることができる。◇1  

(2) 閉じ込め 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の放

射性物質を内包する機器は，ステンレス

鋼及びジルコニウムの腐食し難い材料を

用い，かつ，接液部は溶接構造とし，異

種金属間の接続には爆着接合法による異

材継手により，漏えいし難い設計とし，

さらに，気体状の放射性物質を内包する

機器内を負圧に保つ設計とするので閉じ

込め機能を確保できる。 

また，安全上重要な系統の排風機は，

多重化し，非常用所内電源系統に接続し

ているので，気体状の放射性物質が漏え

いし難く，かつ，逆流を防止できる。 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の液

体状の放射性物質を内包する機器を収納

するセルの床には，漏えい検知装置を備

えたステンレス鋼製の漏えい液受皿を設

置し，漏えいした液体状の放射性物質を

溶解施設の硝酸調整槽等に移送する設計

としているので，万一の液体状の放射性

物質の漏えいを想定してもその拡大を防

止できる。◇10  
(3) 単一故障 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の安

全上重要な系統の排風機は，多重化して

いるので，単一故障を仮定しても閉じ込

め機能を確保できる。◇12  
(4) 外部電源喪失 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の安

全上重要な系統の排風機及び加熱器は，

その他再処理設備の附属施設の非常用所

内電源系統に接続する設計としているの

で，外部電源喪失時に閉じ込め機能を確

保できる。◇15  
(5) 試験及び検査 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の安

全上重要な系統の排風機，高性能粒子フ

ィルタ等は，多重化する設計としている

ので，閉じ込め機能を損なうことなく，

必要に応じて試験及び検査ができる。

◇13  
 

7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設備 

7.2.1.3.1 概 要 

塔槽類廃ガス処理設備は，再処理設備

本体，放射性廃棄物の廃棄施設等の塔槽

類から発生する廃ガス中に含まれるＮＯ

ｘ及び放射性物質を除去するとともに，
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処理設備，ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス

処理設備，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋塔槽類廃ガス処理設備，高レベル

廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設

備，低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス

処理設備，低レベル廃棄物処理建屋塔槽

類廃ガス処理設備，チャンネルボック

ス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類

廃ガス処理設備,ハル・エンドピース貯

蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備及び分析建

屋塔槽類廃ガス処理設備で構成する。 

塔槽類廃ガス処理設備は，再処理設備

本体，放射性廃棄物の廃棄施設等の塔槽

類から発生する廃ガス中に含まれる NOx

及び放射性物質を除去するとともに，そ

れらの塔槽類の内部を負圧に維持できる

設計とする。⑩-1 

 

 

 

 

塔槽類廃ガス処理設備は，塔槽類廃ガ

スによる環境への放射性物質の放出量

を，合理的に達成できる限り低くする設

計とする。⑩-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それらの塔槽類の内部を負圧に維持する

設備であり，前処理建屋塔槽類廃ガス処

理設備，分離建屋塔槽類廃ガス処理設

備，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備，ウ

ラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類

廃ガス処理設備，高レベル廃液ガラス固

化建屋塔槽類廃ガス処理設備，低レベル

廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備，低

レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理

設備，チャンネルボックス・バーナブル

ポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理設

備,ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類

廃ガス処理設備及び分析建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備で構成する。⑩-1 

塔槽類廃ガス処理設備系統概要図を第

7.2－４図に示す。◇2  

 

7.2.1.3.2 設計方針 

(1) 放射性物質の放出低減 

塔槽類廃ガス処理設備は，塔槽類廃ガ

スによる環境への放射性物質の放出量

を，合理的に達成できる限り低くする設

計とする。⑩-2 

 

(2) 閉じ込め 

塔槽類廃ガス処理設備の放射性物質を

内包する機器は，腐食し難い材料を使用

し，かつ，漏えいし難い構造とする。万

一液体状の放射性物質が漏えいした場合

にも漏えいの拡大を防止し安全に処置で

きる設計とする。また，塔槽類廃ガス処

理設備の安全上重要な系統は，気体状の

放射性物質が漏えいし難く，かつ，逆流

し難い設計とする。◇10  
 

(3) 単一故障 

塔槽類廃ガス処理設備の安全上重要な

系統及び機器は，それらを構成する動的

機器に単一故障を仮定しても安全機能を

確保できる設計とする。◇12  
 

(4) 外部電源喪失 

塔槽類廃ガス処理設備の安全上重要な

系統の排風機は，非常用所内電源系統に

接続し，外部電源が喪失した場合でも安

全機能を確保できる設計とする。◇15  
 

(5) 試験及び検査 

塔槽類廃ガス処理設備の安全上重要な

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「再処理設備本体，放射性廃棄物

の廃棄施設等」の指す内容は，再

処理設備本体，放射性廃棄物の廃

棄施設及びその他再処理設備の附

属施設が含まれるが、主たる施設

は再処理設備本体，放射性廃棄物

の廃棄施設であるため許可の記載

を用いた。 

1598



別紙１－２① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十四条（廃棄施設（第２章 個別項目 せん断処理・溶解廃ガス処理設備等））（11 / 83） 

 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塔槽類廃ガス処理設備は，各施設の塔

槽類から発生する廃ガスを処理すること

が可能な能力を有する設計とする。⑩-3 

 

 

塔槽類廃ガス処理設備を構成するスプ

レイ塔は，耐火物を内張し，水を噴霧す

ることにより，廃ガス温度を下げる設計

とする。⑩-4 

 

 

塔槽類廃ガス処理設備を構成する廃ガ

ス洗浄塔は，棚段塔又は充てん塔を使用

し，廃ガス中に含まれる放射性物質を除

去するとともに，必要に応じて廃ガスの

温度を下げる設計とする。⑩-5 

 

 

塔槽類廃ガス処理設備を構成する凝縮

器は，多管式熱交換器等を使用し，廃ガ

スを冷却して除湿することにより，廃ガ

ス中のトリチウムを除去するとともに，

廃ガス中に含まれる放射性物質を除去す

る設計とする。⑩-6 

 

 

塔槽類廃ガス処理設備を構成するデミ

スタは，多層板構造のエレメント等を使

用し，廃ガス中に含まれる放射性エアロ

ゾルを除去する設計とする。⑩-7 

 

塔槽類廃ガス処理設備を構成する高性

能粒子フィルタは，ろ材にガラス繊維を

使用し，廃ガス中に含まれる放射性エア

ロゾルを除去する設計とする。⑩-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

系統の排風機及び高性能粒子フィルタ

は，必要に応じて試験及び検査ができる

設計とする。◇13  
 

7.2.1.3.3 主要設備の仕様 

塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕

様を第 7.2－２表～第 7.2－12 表に示

す。◇2  

 

7.2.1.3.4 系統構成及び主要設備 

塔槽類廃ガス処理設備の排風機，フィ

ルタ等は原則として予備系列を有する設

計とする。◇3  

塔槽類廃ガス処理設備は，各施設の塔

槽類から発生する廃ガスを処理すること

が可能な能力を有する。⑩-3 

 

 

スプレイ塔は，耐火物を内張し，水を

噴霧することにより，廃ガス温度を下げ

る。⑩-4 

【⑩-4 P24 から】 

 

 

廃ガス洗浄塔は，棚段塔又は充てん塔

を使用し，廃ガス中に含まれる放射性物

質を除去するとともに，必要に応じて廃

ガスの温度を下げる。⑩-5 

【⑩-5 P24 から】 

 

 

凝縮器は，多管式熱交換器等を使用

し，廃ガスを冷却して除湿することによ

り，廃ガス中のトリチウムを除去すると

ともに，廃ガス中に含まれる放射性物質

を除去する。⑩-6 

【⑩-6 P24 から】 

 

 

デミスタは，多層板構造のエレメント

等を使用し，廃ガス中に含まれる放射性

エアロゾルを除去する⑩-7 

【⑩-7 P25 から】 

 

高性能粒子フィルタは，ろ材にガラス

繊維を使用し，廃ガス中に含まれる放射

性エアロゾルを除去する。⑩-8 

【⑩-8 P25 から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「多管式熱交換器等」の指す内容

は，当該設備における凝縮器の構

造の一つであり，仕様表で示すた

め当該箇所では許可の記載を用い

た。 

【「等」の解説】 

「多層板構造のエレメント等」の

指す内容は，当該設備におけるデ

ミスタの構造の一つであり，仕様

表で示すため当該箇所では許可の

記載を用いた。 
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塔槽類廃ガス処理設備を構成する加熱

器は，電気ヒータを使用し，廃ガスを加

熱して相対湿度を下げるとともに，下流

のよう素除去に適切な温度にする設計と

する。⑩-9 

 

 

塔槽類廃ガス処理設備を構成するよう

素フィルタは，ろ材に銀系吸着材を使用

し，よう素を除去する設計とする。⑩-10

 

 

塔槽類廃ガス処理設備を構成する排風

機は，塔槽類の負圧を維持するととも

に，廃ガスを主排気筒又は北換気筒（ハ

ル・エンドピース及び第 1ガラス固化体

貯蔵建屋換気筒）へ移送する設計とす

る。⑩-11 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.1 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設

備 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備は，

溶解施設の計量・調整槽等の前処理建屋

内に設置する塔槽類及び液体廃棄物の廃

棄施設の不溶解残渣廃液一時貯槽等の高

レベル廃液ガラス固化建屋内に設置する

塔槽類の一部から発生する廃ガスを廃ガ

ス洗浄塔で洗浄し，前処理建屋及び高レ

ベル廃液ガラス固化建屋内に設置する極

低レベル塔槽類から発生する硝酸ミスト

を含む廃ガスを極低レベル廃ガス洗浄塔

で洗浄した後，前処理建屋内に設置する

極低レベル塔槽類から発生する硝酸ミス

トを含まない廃ガスと合流し，凝縮器で

の冷却，デミスタでのミスト除去，高性

能粒子フィルタでのろ過，加熱器での加

熱及びよう素フィルタでのよう素の除去

を組み合わせて処理し，排風機で主排気

筒へ移送する設計とする。⑩-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加熱器は，電気ヒータを使用し，廃ガ

スを加熱して相対湿度を下げるととも

に，下流のよう素除去に適切な温度にす

る。⑩-9 

【⑩-9 P25 から】 

 

 

よう素フィルタは，ろ材に銀系吸着材

を使用し，よう素を除去する。⑩-10 

【⑩-10 P25 から】 

 

 

排風機は，塔槽類の負圧を維持すると

ともに，廃ガスを主排気筒又は北換気筒

（ハル・エンドピース及び第１ガラス固

化体貯蔵建屋換気筒）へ移送する。⑩-

10 

【⑩-11 P25 から】 

 

(1) 系統構成 

ａ．前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の高

性能粒子フィルタ及びよう素フィルタ

は，各々４系列で構成し３系列運転と

し，排風機は，２系列で構成し１系列運

転とする。◇3  

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備は，

溶解施設の計量・調整槽等の前処理建屋

内に設置する塔槽類及び液体廃棄物の廃

棄施設の不溶解残渣廃液一時貯槽等の高

レベル廃液ガラス固化建屋内に設置する

塔槽類の一部から発生する約 790ｍ３／

ｈ［normal］の【◇16 】廃ガスを廃ガス

洗浄塔で，前処理建屋及び高レベル廃液

ガラス固化建屋内に設置する極低レベル

塔槽類から発生する硝酸ミストを含む約

100ｍ３／ｈ［normal］の【◇16 】廃ガス

を極低レベル廃ガス洗浄塔で洗浄した

後，前処理建屋内に設置する極低レベル

塔槽類から発生する硝酸ミストを含まな

い約 40ｍ３／ｈ［normal］の【◇16 】廃

ガスと合流し，凝縮器での冷却，デミス

タでのミスト除去，高性能粒子フィルタ

でのろ過，加熱器での加熱及びよう素フ

ィルタでのよう素の除去を組み合わせて

処理した後，排風機で主排気筒へ移送す

る。⑩-12 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備は，

接続する塔槽類の負圧を－690Ｐａ

［gage］程度に維持する。◇16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「計量・調整槽等」の指す内容

は，当該設備にて処理する廃ガス

が発生する機器の総称として示し

た記載であり許可の記載のままと

した。 

【「等」の解説】 

「不溶解残渣廃液一時貯槽等」の

指す内容は，当該設備にて処理す

る廃ガスが発生する機器の総称と

して示した記載であり許可の記載

のままとした。 
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5.1.2.2 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備は，塔

槽類廃ガス処理系及びパルセータ廃ガス

処理系で構成する。⑩-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.2.1 塔槽類廃ガス処理系 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽

類廃ガス処理系は，分離施設の溶解液中

間貯槽等，酸及び溶媒の回収施設の第 1

酸回収系の第 1供給槽等，液体廃棄物の

廃棄施設の高レベル廃液供給槽等の分離

建屋内に設置する塔槽類から発生する廃

ガスを廃ガス洗浄塔で洗浄し，分離建屋

内に設置する極低レベル塔槽類から発生

する廃ガスを極低レベル廃ガス洗浄塔で

洗浄した後，凝縮器での冷却，デミスタ

でのミスト除去，高性能粒子フィルタで

のろ過，加熱器での加熱及びよう素フィ

ルタでのよう素の除去を組み合わせて処

理し，排風機で主排気筒へ移送する設計

とする。⑩-14 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.2.2 パルセータ廃ガス処理系 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備のパル

セータ廃ガス処理系は，分離施設のパル

スカラムのパルセータから発生する廃ガ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の高

性能粒子フィルタは，１系列当たり２段

設置する。◇16  
前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備系統

概要図を第 7.2－５図に，前処理建屋塔

槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様を

第 7.2－２表に示す。◇2  

 

ｂ．分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備は，塔

槽類廃ガス処理系及びパルセータ廃ガス

処理系で構成する。⑩-13 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽

類廃ガス処理系の高性能粒子フィルタ

は，５系列で構成し４系列運転とし，よ

う素フィルタは，４系列で構成し３系列

運転とする。排風機は，２系列で構成し

１系列運転とする。◇3  

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備のパル

セータ廃ガス処理系の高性能粒子フィル

タは，５系列で構成し４系列運転とし，

排風機は，２系列で構成し１系列運転と

する。◇3  

 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽

類廃ガス処理系は，分離施設の溶解液中

間貯槽等，酸及び溶媒の回収施設の第１

酸回収系の第１供給槽等，液体廃棄物の

廃棄施設の高レベル廃液供給槽等の分離

建屋内に設置する塔槽類から発生する約

1,300ｍ３／ｈ［normal］【◇16 】の廃ガ

スを廃ガス洗浄塔で，分離建屋内に設置

する極低レベル塔槽類から発生する約 

90ｍ３／ｈ［normal］【◇16 】の廃ガス

を極低レベル廃ガス洗浄塔で洗浄した

後，凝縮器での冷却，デミスタでのミス

ト除去，高性能粒子フィルタでのろ過，

加熱器での加熱及びよう素フィルタでの

よう素の除去を組み合わせて処理した

後，排風機で主排気筒へ移送する。⑩-

14 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽

類廃ガス処理系は，接続する塔槽類の負

圧を－690Ｐａ［gage］程度に維持す

る。◇16  
 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備のパル

セータ廃ガス処理系は，分離施設のパル

スカラムのパルセータから発生する約

1,600ｍ３／ｈ［normal］の【◇16 】廃ガ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「溶解液中間貯槽等」の指す内容

は，当該設備にて処理する廃ガス

が発生する分離施設の機器の総称

として示した記載であり許可の記

載のままとした。 

【「等」の解説】 

「第 1酸回収系の第 1供給槽等」

の指す内容は，当該設備にて処理

する廃ガスが発生する酸及び溶媒

の回収施設の機器の総称として示

した記載であり許可の記載のまま

とした。 

【「等」の解説】 

「高レベル廃液供給槽等」の指す内

容は，当該設備にて処理する廃ガス

が発生する分離建屋内に設置する塔

槽類の総称として示した記載であり

許可の記載のままとした。 
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スを高性能粒子フィルタでろ過し，排風

機で主排気筒へ移送する設計とする。⑩

-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.3 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備は，塔

槽類廃ガス処理系（ウラン系及びプルト

ニウム系），パルセータ廃ガス処理系及

び溶媒処理廃ガス処理系で構成する。⑩

-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.3.1 塔槽類廃ガス処理系（ウラン

系） 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽

類廃ガス処理系（ウラン系）は，精製施

設のウラン濃縮液第 1中間貯槽等の精製

建屋内に設置する塔槽類から発生する廃

ガス及び精製建屋内に設置する極低レベ

ル塔槽類から発生する硝酸ミストを含む

廃ガスを廃ガス洗浄塔で洗浄した後，精

製建屋内に設置する極低レベル塔槽類か

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スを高性能粒子フィルタでろ過し，排風

機で主排気筒へ移送する。⑩-15 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備のパル

セータ廃ガス処理系は，接続するパルセ

ータの負圧を－690Ｐａ［gage］程度に

維持する。◇16  
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の高性

能粒子フィルタは，１系列当たり２段設

置する設計とする。◇3  

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概

要図を第 7.2－６図に，分離建屋塔槽類

廃ガス処理設備の主要設備の仕様を第

7.2－３表に示す。◇2  

 

ｃ．精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備は，塔

槽類廃ガス処理系（ウラン系及びプルト

ニウム系），パルセータ廃ガス処理系及

び溶媒処理廃ガス処理系で構成する。⑩

-16 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽

類廃ガス処理系（ウラン系）の高性能粒

子フィルタは，４系列で構成し３系列運

転とし，排風機は，２系列で構成し１系

列運転とする。◇3  

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽

類廃ガス処理系（プルトニウム系）の高

性能粒子フィルタ及びよう素フィルタ

は，各々３系列で構成し２系列運転とす

る。排風機は，２系列で構成し１系列運

転とする。◇3  

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備のパル

セータ廃ガス処理系の高性能粒子フィル

タは，３系列で構成し２系列運転とし，

排風機は，２系列で構成し１系列運転と

する。◇3  

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の溶媒

処理廃ガス処理系の真空ポンプは，酸及

び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の第１

蒸発缶用２系列，溶媒蒸留塔用２系列で

構成し，各々１系列運転とする。◇3  

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽

類廃ガス処理系（ウラン系）は，精製施

設のウラン濃縮液第１中間貯槽等の精製

建屋内に設置する塔槽類から発生する廃

ガス及び精製建屋内に設置する極低レベ

ル塔槽類から発生する硝酸ミストを含む

約 760ｍ３／ｈ［normal］の【◇16 】廃ガ

スを廃ガス洗浄塔で洗浄した後，精製建

屋内に設置する極低レベル塔槽類から発

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「ウラン濃縮液第 1 中間貯槽」の

指す内容は，当該設備にて処理す

る廃ガスが発生する精製建屋内に

設置する塔槽類の総称として示し

た記載であり許可の記載のままと

した。 
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ら発生する硝酸ミストを含まない廃ガス

と合流し，凝縮器での冷却，デミスタで

のミスト除去及び高性能粒子フィルタで

のろ過を組み合わせて処理し，排風機で

主排気筒へ移送する設計とする。⑩-17 

 

 

 

 

5.1.2.3.2 塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系） 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽

類廃ガス処理系（プルトニウム系）は，

精製施設の第 1酸化塔等から発生する廃

ガスを NOx 廃ガス洗浄塔で洗浄した後，

精製施設のプルトニウム濃縮缶供給槽等

の精製建屋内に設置する塔槽類から発生

する廃ガスとともに，廃ガス洗浄塔で洗

浄し，凝縮器での冷却，デミスタでのミ

スト除去をした後，溶媒処理廃ガス処理

系からの廃ガスと合流し，高性能粒子フ

ィルタでのろ過，加熱器での加熱及びよ

う素フィルタでのよう素の除去を組み合

わせて処理し，排風機で主排気筒へ移送

する設計とする。⑩-18 

 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽

類廃ガス処理系（プルトニウム系）の高

性能粒子フィルタは，万一プルトニウム

濃縮缶でＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応が発生した場合にも高性能粒子フィル

タの機能に支障をきたすことはなく、気

体中に含まれる放射性エアロゾルを除去

した後，主排気筒を介して放出できる設

計とする。 

 

 

5.1.2.3.3 パルセータ廃ガス処理系 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備のパル

セータ廃ガス処理系は，精製施設のパル

スカラムのパルセータから発生する廃ガ

スを高性能粒子フィルタでろ過し，排風

機で主排気筒へ移送する設計とする。⑩

-19 

 

 

 

5.1.2.3.4 溶媒処理廃ガス処理系 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の溶媒

処理廃ガス処理系は，酸及び溶媒の回収

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生する硝酸ミストを含まない約 40ｍ３

／ｈ［normal］の【◇16 】廃ガスと合流

し，凝縮器での冷却，デミスタでのミス

ト除去及び高性能粒子フィルタでのろ過

を組み合わせて処理した後，排風機で主

排気筒へ移送する。⑩-17 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽

類廃ガス処理系（ウラン系）は，接続す

る塔槽類の負圧を－690Ｐａ［gage］程

度に維持する。◇16  
精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽

類廃ガス処理系（プルトニウム系）は，

精製施設の第１酸化塔等から発生する約

80ｍ３／ｈ［normal］【◇16 】の廃ガス

をＮＯｘ廃ガス洗浄塔で洗浄した後，精

製施設のプルトニウム濃縮缶供給槽等の

精製建屋内に設置する塔槽類から発生す

る約 470ｍ３／ｈ［normal］の【◇16 】廃

ガスとともに，廃ガス洗浄塔で洗浄し，

凝縮器での冷却，デミスタでのミスト除

去をした後，溶媒処理廃ガス処理系から

の約５ｍ３／ｈ［normal］の【◇16 】廃

ガスと合流し，高性能粒子フィルタでの

ろ過，加熱器での加熱及びよう素フィル

タでのよう素の除去を組み合わせて処理

した後，排風機で主排気筒へ移送する。

⑩-18 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽

類廃ガス処理系（プルトニウム系）は，

接続する塔槽類の負圧を－690Ｐａ

［gage］程度に維持する。◇16  
 

 

 

 

 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備のパル

セータ廃ガス処理系は，精製施設のパル

スカラムのパルセータから発生する約

780ｍ３／ｈ［normal］の【◇16 】廃ガス

を高性能粒子フィルタでろ過し，排風機

で主排気筒へ移送する。⑩-19 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備のパル

セータ廃ガス処理系は，接続するパルセ

ータの負圧を－690Ｐａ［gage］程度に

維持する。◇1  

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の溶媒

処理廃ガス処理系は，酸及び溶媒の回収

施設の溶媒回収設備の第１蒸発缶等から

発生する約５ｍ３／ｈ［normal］の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「精製施設の第 1 酸化塔等」の指

す内容は，当該設備にて処理する

廃ガスが発生する精製建屋内に設

置する塔槽類の総称として示した

記載であり許可の記載のままとし

た。 

【「等」の解説】 

「精製施設のプルトニウム濃縮缶

供給槽等」の指す内容は，当該設

備にて処理する廃ガスが発生する

精製建屋内に設置する塔槽類の総

称として示した記載であり許可の

記載のままとした。 
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施設の溶媒回収設備の第 1蒸発缶等から

発生する廃ガスを真空ポンプを用い，塔

槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の

高性能粒子フィルタへ移送する設計とす

る。⑩-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.4 ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処

理設備 

ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備

は，脱硝施設の脱硝塔から発生する廃ガ

スを凝縮器で冷却及び廃ガス洗浄塔で洗

浄し，脱硝施設の硝酸ウラニル貯槽，濃

縮液受槽等のウラン脱硝建屋内に設置す

る塔槽類から発生する廃ガスとともに，

廃ガス洗浄塔での洗浄及び高性能粒子フ

ィルタでのろ過を組み合わせて処理した

後，排風機で主排気筒へ移送する設計と

する。⑩-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処

理設備は，廃ガス中の NOx 回収のため，

凝縮器で冷却した廃ガスをその他再処理

設備の附属施設の化学薬品貯蔵供給設備

の化学薬品貯蔵供給系へ移送できる設計

とするとともに，移送した廃ガスを化学

薬品貯蔵供給系から廃ガス洗浄塔に受け

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【◇16 】廃ガスを真空ポンプを用い，塔

槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の

高性能粒子フィルタへ移送する。⑩-20 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の溶媒

処理廃ガス処理系は，接続する塔槽類の

負圧を約－93ｋＰａ［gage］以下に維持

する。◇16  
塔槽類廃ガス処理系（ウラン系及びプ

ルトニウム系）及びパルセータ廃ガス処

理系の高性能粒子フィルタは，１系列当

たり２段設置する。◇3  

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概

要図を第 7.2－７図(1)及び第 7.2－７図

(2)に，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備

の主要設備の仕様を第 7.2－４表に示

す。◇2  

ｄ．ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設

備 

ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備

の高性能粒子フィルタ及び排風機は，

各々２系列で構成し１系列運転とする。

◇3  

ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備

は，脱硝施設の脱硝塔から発生する約

400ｍ３／ｈ［normal］の【◇16 】廃ガス

を凝縮器で冷却及び廃ガス洗浄塔で洗浄

した後，脱硝施設の硝酸ウラニル貯槽，

濃縮液受槽等のウラン脱硝建屋内に設置

する塔槽類から発生する約１ｍ３／ｈ

［normal］【◇16 】の廃ガスとともに，

廃ガス洗浄塔での洗浄及び高性能粒子フ

ィルタでのろ過を組み合わせて処理した

後，排風機で主排気筒へ移送する。⑩-

21 

ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備

は，接続する塔槽類の負圧を－490Ｐａ

［gage］程度（室との差圧）に維持す

る。◇16  
ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備

の高性能粒子フィルタは，１系列当たり

１段設置する。◇3  

また，ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処

理設備は，廃ガス中のＮＯｘ回収のた

め，凝縮器で冷却した廃ガスをその他再

処理設備の附属施設の化学薬品貯蔵供給

設備の化学薬品貯蔵供給系へ移送できる

設計とするとともに，移送した廃ガスを

化学薬品貯蔵供給系から廃ガス洗浄塔に

受け入れできる設計とする。⑩-22 

ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「溶媒回収設備の第 1蒸発缶等」

の指す内容は，当該設備にて処理

する廃ガスが発生する精製建屋内

に設置する塔槽類の総称として示

した記載であり許可の記載のまま

とした。 

【「等」の解説】 

「硝酸ウラニル貯槽，濃縮液受槽

等」の指す内容は，当該設備にて

処理する廃ガスが発生するウラン

脱硝建屋内に設置する塔槽類の総

称として示した記載であり許可の

記載のままとした。 
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入れできる設計とする。⑩-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.5 ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋塔槽類廃ガス処理設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔

槽類廃ガス処理設備は，脱硝施設の脱硝

装置から発生する廃ガスを凝縮器で冷却

し，脱硝施設の硝酸プルトニウム貯槽，

混合槽等のウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋内に設置する塔槽類から発生する

廃ガスとともに廃ガス洗浄塔で洗浄した

後，脱硝施設の焙焼炉，還元炉から発生

する廃ガスとともに，廃ガス洗浄塔での

洗浄，高性能粒子フィルタでのろ過，加

熱器での加熱及びよう素フィルタでのよ

う素の除去を組み合わせて処理し，排風

機で主排気筒へ移送する設計とする。⑩

-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.6 高レベル廃液ガラス固化建屋塔

槽類廃ガス処理設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃

ガス処理設備は，高レベル濃縮廃液廃ガ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

系統概要図を第 7.2－８図に，ウラン脱

硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備

の仕様を第 7.2－５表に示す。◇2  

 

ｅ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

塔槽類廃ガス処理設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔

槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィル

タは，１段目は３系列で構成し２系列運

転とし，２段目は２系列で構成し１系列

運転とする。よう素フィルタは，２系列

で構成し１系列運転とする。排風機は，

１段目は２系列で構成し１系列運転と

し，２段目は３系列で構成し，２系列運

転とする。◇3  

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔

槽類廃ガス処理設備は，脱硝施設の脱硝

装置から発生する約 50ｍ３／ｈ

［normal］の【◇16 】廃ガスを凝縮器で

冷却し，脱硝施設の硝酸プルトニウム貯

槽，混合槽等のウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋内に設置する塔槽類から発生

する約 25ｍ３／ｈ［normal］の【◇16 】
廃ガスとともに廃ガス洗浄塔で洗浄した

後，脱硝施設の焙焼炉，還元炉から発生

する約 80ｍ３／ｈ［normal］の【◇16 】
廃ガスとともに，廃ガス洗浄塔での洗

浄，高性能粒子フィルタでのろ過，加熱

器での加熱及びよう素フィルタでのよう

素の除去を組み合わせて処理し，排風機

で主排気筒へ移送する。⑩-23 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔

槽類廃ガス処理設備は，接続する塔槽類

の負圧を－490Ｐａ［gage］程度（セル

等との差圧）に維持する。◇16  
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔

槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フィル

タは，１系列当たり４段設置する。◇3  

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔

槽類廃ガス処理設備系統概要図を第 7.2

－９図に，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備

の仕様を第 7.2－６表に示す。◇2  

 

ｆ．高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類

廃ガス処理設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃

ガス処理設備は，高レベル濃縮廃液廃ガ

ス処理系及び不溶解残渣廃液廃ガス処理

系で構成する。⑩-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「硝酸プルトニウム貯槽，混合槽

等」の指す内容は，当該設備にて

処理する廃ガスが発生する脱硝施

設の機器の総称として示した記載

であり許可の記載のままとした。 
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ス処理系及び不溶解残渣廃液廃ガス処理

系で構成する。⑩-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.6.1 高レベル濃縮廃液廃ガス処理

系 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃

ガス処理設備の高レベル濃縮廃液廃ガス

処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の高レ

ベル濃縮廃液貯槽，固体廃棄物の廃棄施

設の高レベル廃液混合槽等の高レベル廃

液ガラス固化建屋内に設置する塔槽類か

ら発生する廃ガスを廃ガス洗浄塔での洗

浄・冷却，凝縮器での冷却，デミスタで

のミスト除去，高性能粒子フィルタでの

ろ過，加熱器での加熱及びよう素フィル

タでのよう素の除去を組み合わせて処理

し，排風機で主排気筒へ移送する設計と

する。⑩-25 

 

 

 

 

 

5.1.2.6.2 不溶解残渣廃液廃ガス処理系 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃

ガス処理設備の不溶解残渣廃液廃ガス処

理系は，液体廃棄物の廃棄施設の不溶解

残渣廃液貯槽，固体廃棄物の廃棄施設の

アルカリ濃縮廃液中和槽等の高レベル廃

液ガラス固化建屋内に設置する塔槽類か

ら発生する廃ガスを廃ガス洗浄塔での洗

浄・冷却，凝縮器での冷却，デミスタで

のミスト除去，高性能粒子フィルタでの

ろ過，加熱器での加熱及びよう素フィル

タでのよう素の除去を組み合わせて処理

し，排風機で主排気筒へ移送する設計と

する。⑩-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃

ガス処理設備の高レベル濃縮廃液廃ガス

処理系の高性能粒子フィルタ及び排風機

は，各々２系列で構成し１系列運転と

し，よう素フィルタは，３系列で構成し

２系列運転とする。◇3  

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃

ガス処理設備の不溶解残渣廃液廃ガス処

理系の高性能粒子フィルタ及び排風機

は，各々２系列で構成し１系列運転とす

る。よう素フィルタは，３系列で構成し

２系列運転とする。◇3  

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃

ガス処理設備の高レベル濃縮廃液廃ガス

処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の高レ

ベル濃縮廃液貯槽，固体廃棄物の廃棄施

設の高レベル廃液混合槽等の高レベル廃

液ガラス固化建屋内に設置する塔槽類か

ら発生する約 340ｍ３／ｈ［normal］の

【◇16 】廃ガスを廃ガス洗浄塔での洗

浄・冷却，凝縮器での冷却，デミスタで

のミスト除去，高性能粒子フィルタでの

ろ過，加熱器での加熱及びよう素フィル

タでのよう素の除去を組み合わせて処理

した後，排風機で主排気筒へ移送する。

⑩-25 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃

ガス処理設備の高レベル濃縮廃液廃ガス

処理系は，接続する塔槽類の負圧を－５

ｋＰａ［gage］程度（セルとの差圧）に

維持する。◇16  
高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃

ガス処理設備の不溶解残渣廃液廃ガス処

理系は，液体廃棄物の廃棄施設の不溶解

残渣廃液貯槽，固体廃棄物の廃棄施設の

アルカリ濃縮廃液中和槽等の高レベル廃

液ガラス固化建屋内に設置する塔槽類か

ら発生する約 310ｍ３／ｈ［normal］の

【◇16 】廃ガスを廃ガス洗浄塔での洗

浄・冷却，凝縮器での冷却，デミスタで

のミスト除去，高性能粒子フィルタでの

ろ過，加熱器での加熱及びよう素フィル

タでのよう素の除去を組み合わせて処理

した後，排風機で主排気筒へ移送する。

⑩-26 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃

ガス処理設備の不溶解残渣廃液廃ガス処

理系は，接続する塔槽類の負圧を－５ｋ

Ｐａ［gage］程度（セルとの差圧）に維

持する。◇16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「高レベル廃液混合槽等」の指す

内容は，当該設備にて処理する廃

ガスが発生する高レベル廃液ガラ

ス固化建屋内に設置する機器の総

称として示した記載であり許可の

記載のままとした。 

【「等」の解説】 

「液体廃棄物の廃棄施設の不溶解

残渣廃液貯槽，固体廃棄物の廃棄

施設のアルカリ濃縮廃液中和槽

等」の指す内容は，当該設備にて

処理する廃ガスが発生する高レベ

ル廃液ガラス固化建屋内に設置す

る塔槽類の総称として示した記載

であり許可の記載のままとした。 
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5.1.2.7 低レベル廃液処理建屋塔槽類廃

ガス処理設備 

低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処

理設備は，液体廃棄物の廃棄施設の第 1

放出前貯槽等の低レベル廃液処理建屋内

に設置する塔槽類から発生する廃ガスを

廃ガス洗浄塔で洗浄した後，凝縮器での

冷却，デミスタでのミスト除去及び高性

能粒子フィルタでのろ過を組み合わせて

処理し，排風機で主排気筒へ移送する設

計とする。⑩-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.8 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類

廃ガス処理設備 

低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス

処理設備は，低レベル濃縮廃液処理廃ガ

ス処理系，廃溶媒処理廃ガス処理系，雑

固体廃棄物焼却処理廃ガス処理系及び塔

槽類廃ガス処理系で構成する。⑩-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃

ガス処理設備の高性能粒子フィルタは１

系列当たり２段設置する。◇3  

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃

ガス処理設備系統概要図を第 7.2－10 図

に，高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類

廃ガス処理設備の主要設備の仕様を第

7.2－７表に示す。◇2  

 

ｇ．低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス

処理設備 

低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処

理設備の高性能粒子フィルタ及び排風機

は，各々２系列で構成し１系列運転とす

る。◇3  

低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処

理設備は，液体廃棄物の廃棄施設の第１

放出前貯槽等の低レベル廃液処理建屋内

に設置する塔槽類から発生する約 400ｍ

３／ｈ［normal］の【◇16 】廃ガスを廃

ガス洗浄塔で洗浄した後，凝縮器での冷

却，デミスタでのミスト除去及び高性能

粒子フィルタでのろ過を組み合わせて処

理した後，排風機で主排気筒へ移送す

る。⑩-27 

低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処

理設備は，接続する塔槽類の負圧を－

690Ｐａ［gage］程度に維持する。◇16  
低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処

理設備の高性能粒子フィルタは１系列当

たり２段設置する。◇3  

低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処

理設備系統概要図を第 7.2－11 図に，低

レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設

備の主要設備の仕様を第 7.2－８表に示

す。◇2  

 

ｈ．低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備 

低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス

処理設備は，低レベル濃縮廃液処理廃ガ

ス処理系，廃溶媒処理廃ガス処理系，雑

固体廃棄物焼却処理廃ガス処理系及び塔

槽類廃ガス処理系で構成する。⑩-28 

低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス

処理設備の低レベル濃縮廃液処理廃ガス

処理系の高性能粒子フィルタ，よう素フ

ィルタ及び排風機は，各々２系列で構成

し１系列運転とする。◇3  

低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「液体廃棄物の廃棄施設の第 1放

出前貯槽等」の指す内容は，当該

設備にて処理する廃ガスが発生す

る低レベル廃液処理建屋内に設置

する塔槽類の総称として示した記

載であり許可の記載のままとし

た。 
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5.1.2.8.1 低レベル濃縮廃液処理廃ガス

処理系 

低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス

処理設備の低レベル濃縮廃液処理廃ガス

処理系は，固体廃棄物の廃棄施設の乾燥

装置から発生する廃ガスを凝縮器での冷

却，廃ガス洗浄塔での洗浄・冷却，高性

能粒子フィルタでのろ過，加熱器での加

熱及びよう素フィルタでのよう素の除去

を組み合わせて処理し，排風機で低レベ

ル廃棄物処理建屋換気設備の建屋排風機

Ⅲ下流へ移送する設計とする。⑩-29 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.8.2 廃溶媒処理廃ガス処理系 

低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス

処理設備の廃溶媒処理廃ガス処理系は，

固体廃棄物の廃棄施設の熱分解装置から

の可燃性ガスを燃焼する燃焼装置から発

生する廃ガスをスプレイ塔での冷却，廃

ガス洗浄塔での洗浄・冷却，凝縮器での

冷却，高性能粒子フィルタでのろ過，加

熱器での加熱及びよう素フィルタでのよ

う素の除去を組み合わせて処理し，排風

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処理設備の廃溶媒処理廃ガス処理系の高

性能粒子フィルタ及び排風機は，各々２

系列で構成し１系列運転とする。よう素

フィルタは，１系列で構成し運転する。

◇3  

低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス

処理設備の雑固体廃棄物焼却処理廃ガス

処理系の高性能粒子フィルタは，２系列

で構成し１系列運転とする。排風機は，

主排風機１系列及び補助排風機２系列で

構成し，固体廃棄物の廃棄施設の焼却装

置の運転時は，主排風機で運転する。焼

却装置の停止時は，補助排風機１系列で

運転する。主排風機の故障時は，焼却装

置を停止し，補助排風機１系列で運転す

る。補助排風機は，予備系列を有する設

計とする。◇3  

低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス

処理設備の塔槽類廃ガス処理系の高性能

粒子フィルタ及び排風機は，各々２系列

で構成し１系列運転とする。◇3  

低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス

処理設備の低レベル濃縮廃液処理廃ガス

処理系は，固体廃棄物の廃棄施設の乾燥

装置から発生する約 250ｍ３／ｈ

［normal］（うち，非凝縮性ガス約 10

ｍ３／ｈ［normal］）の【◇16 】廃ガス

を凝縮器での冷却，廃ガス洗浄塔での洗

浄・冷却，高性能粒子フィルタでのろ

過，加熱器での加熱及びよう素フィルタ

でのよう素の除去を組み合わせて処理し

た後，排風機で低レベル廃棄物処理建屋

換気設備の建屋排風機Ⅲ下流へ移送す

る。⑩-29 

低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス

処理設備の低レベル濃縮廃液処理廃ガス

処理系は，廃ガス洗浄塔の負圧を－４ｋ

Ｐａ［gage］程度（室との差圧）に維持

する。◇16  
低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス

処理設備の廃溶媒処理廃ガス処理系は，

固体廃棄物の廃棄施設の熱分解装置から

の可燃性ガスを燃焼する燃焼装置から発

生する約 250ｍ３／ｈ［normal］の

【◇16 】廃ガスをスプレイ塔での冷却，

廃ガス洗浄塔での洗浄・冷却，凝縮器で

の冷却，高性能粒子フィルタでのろ過，

加熱器での加熱及びよう素フィルタでの

よう素の除去を組み合わせて処理した

後，排風機で低レベル廃棄物処理建屋換
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機で低レベル廃棄物処理建屋換気設備の

建屋排風機Ⅲ下流へ移送する設計とす

る。⑩-30 

 

 

 

 

5.1.2.8.3 雑固体廃棄物焼却処理廃ガス

処理系 

低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス

処理設備の雑固体廃棄物焼却処理廃ガス

処理系は，固体廃棄物の廃棄施設の焼却

装置からセラミックフィルタを経て発生

する廃ガスをスプレイ塔での冷却，廃ガ

ス洗浄塔での洗浄・冷却，凝縮器での冷

却及び高性能粒子フィルタでのろ過を組

み合わせて処理し，主排風機で低レベル

廃棄物処理建屋換気設備の建屋排風機Ⅲ

下流へ移送する設計とする。⑩-31 

 

 

 

 

 

5.1.2.8.4 塔槽類廃ガス処理系 

低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス

処理設備の塔槽類廃ガス処理系は，低レ

ベル廃棄物処理建屋内に設置する塔槽類

から発生する廃ガスを高性能粒子フィル

タでろ過し，排風機で低レベル廃棄物処

理建屋換気設備の建屋排風機Ⅲ下流へ移

送する設計とする。⑩-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気設備の建屋排風機Ⅲ下流へ移送する。

⑩-30 

低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス

処理設備の廃溶媒処理廃ガス処理系は，

熱分解装置の負圧を－２ｋＰａ［gage］

程度（室との差圧）に維持する。◇16  
 

低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス

処理設備の雑固体廃棄物焼却処理廃ガス

処理系は，固体廃棄物の廃棄施設の焼却

装置からセラミックフィルタを経て発生

する約 1,700ｍ３／ｈ［normal］の

【◇16 】廃ガスをスプレイ塔での冷却，

廃ガス洗浄塔での洗浄・冷却，凝縮器で

の冷却及び高性能粒子フィルタでのろ過

を組み合わせて処理した後，主排風機で

低レベル廃棄物処理建屋換気設備の建屋

排風機Ⅲ下流へ移送する。⑩-31 

低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス

処理設備の雑固体廃棄物焼却処理廃ガス

処理系は，焼却装置の負圧を－２ｋＰａ

［gage］程度（室との差圧）に維持す

る。◇16  
低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス

処理設備の塔槽類廃ガス処理系は，低レ

ベル廃棄物処理建屋内に設置する塔槽類

から発生する約 500ｍ３／ｈ［normal］

の【◇16 】廃ガスを高性能粒子フィルタ

でろ過をした後，排風機で低レベル廃棄

物処理建屋換気設備の建屋排風機Ⅲ下流

へ移送する。⑩-32 

低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス

処理設備の塔槽類廃ガス処理系は，接続

する塔槽類の負圧を－490Ｐａ［gage］

程度（室との差圧）に維持する。◇16  
低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス

処理設備の低レベル濃縮廃液処理廃ガス

処理系の高性能粒子フィルタは，１系列

当たり２段設置する。◇3  

廃溶媒処理廃ガス処理系，雑固体廃棄

物焼却処理廃ガス処理系及び塔槽類廃ガ

ス処理系の高性能粒子フィルタは，１系

列当たり１段設置する。◇3  

低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス

処理設備系統概要図を第 7.2－12 図に，

低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処

理設備の主要設備の仕様を第 7.2－９表

に示す。◇2  
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5.1.2.9 チャンネルボックス・バーナブ

ルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理設

備 

 

 

 

チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋塔槽類廃ガス処理設備は，

固体廃棄物の廃棄施設の廃樹脂貯槽等の

チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン処理建屋内に設置する塔槽類及び第 2

切断装置から発生する廃ガスを高性能粒

子フィルタでろ過し，排風機でチャンネ

ルボックス・バーナブルポイズン処理建

屋換気設備の建屋排風機Ⅱ下流へ移送す

る設計とする。⑩-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.10 ハル・エンドピース貯蔵建屋

塔槽類廃ガス処理設備 

 

 

 

 

ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃

ガス処理設備は，固体廃棄物の廃棄施設

の廃樹脂貯槽等のハル・エンドピース貯

蔵建屋内に設置する塔槽類から発生する

廃ガスを高性能粒子フィルタでろ過した

後，排風機でハル・エンドピース貯蔵建

屋換気設備の排風機下流へ移送する設計

とする。⑩-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｉ．チャンネルボックス・バーナブルポ

イズン処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の高

性能粒子フィルタ及び排風機は，各々２

系列で構成し１系列運転とする。◇3  

チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋塔槽類廃ガス処理設備は，

固体廃棄物の廃棄施設の廃樹脂貯槽等の

チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン処理建屋内に設置する塔槽類及び第２

切断装置から発生する約 1,500ｍ３／ｈ

［normal］の【◇16 】廃ガスを高性能粒

子フィルタでろ過をした後，排風機でチ

ャンネルボックス・バーナブルポイズン

処理建屋換気設備の建屋排風機Ⅱ下流へ

移送する。⑩-33 

チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋塔槽類廃ガス処理設備は，

接続する塔槽類の負圧を－490Ｐａ

［gage］程度（室との差圧）に維持す

る。◇16  
チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の高

性能粒子フィルタは，１系列当たり２段

設置する。◇3  

チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋塔槽類廃ガス処理設備系統

概要図を第 7.2－13 図に，チャンネルボ

ックス・バーナブルポイズン処理建屋塔

槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様を

第 7.2－10 表に示す。◇2  

 

ｊ．ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類

廃ガス処理設備 

ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃

ガス処理設備の高性能粒子フィルタ及び

排風機は，各々２系列で構成し１系列運

転とする。◇3  

ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃

ガス処理設備は，固体廃棄物の廃棄施設

の廃樹脂貯槽等のハル・エンドピース貯

蔵建屋内に設置する塔槽類から発生する

約 200ｍ３／ｈ［normal］の【◇16 】廃ガ

スを高性能粒子フィルタでろ過した後，

排風機でハル・エンドピース貯蔵建屋換

気設備の排風機下流へ移送する。⑩-34 

ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃

ガス処理設備は，接続する塔槽類の負圧

を－590Ｐａ［gage］程度に維持する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「固体廃棄物の廃棄施設の廃樹脂

貯槽等」の指す内容は，当該設備

にて処理する廃ガスが発生するチ

ャンネルボックス・バーナブルポ

イズン処理建屋内に設置する塔槽

類の総称として示した記載であり

許可の記載のままとした。 

【「等」の解説】 

「固体廃棄物の廃棄施設の廃樹脂

貯槽等」の指す内容は，当該設備

にて処理する廃ガスが発生するハ

ル・エンドピース貯蔵建屋内に設

置する塔槽類の総称として示した

記載であり許可の記載のままとし

た。 
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5.1.2.11 分析建屋塔槽類廃ガス処理設

備 

 

 

分析建屋塔槽類廃ガス処理設備は，分

析建屋に設置する塔槽類から発生する廃

ガスを廃ガス洗浄塔で洗浄し，分析建屋

内に設置する極低レベル塔槽類から発生

する硝酸ミストを含まない廃ガスと合流

し，凝縮器での冷却，デミスタでのミス

ト除去及び高性能粒子フィルタでのろ過

を組み合わせて処理した後，排風機で主

排気筒へ移送する設計とする。⑩-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇16  
ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃

ガス処理設備の高性能粒子フィルタは，

１系列当たり２段設置する。◇3  

ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃

ガス処理設備系統概要図を第 7.2－14 図

に，ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類

廃ガス処理設備の主要設備の仕様を第

7.2－11 表に示す。◇2  

 

ｋ．分析建屋塔槽類廃ガス処理設備 

分析建屋塔槽類廃ガス処理設備の高性

能粒子フィルタ及び排風機は，各々２系

列で構成し１系列運転とする。◇3  

分析建屋塔槽類廃ガス処理設備は，分

析建屋に設置する塔槽類から発生する約

200ｍ３／ｈ［normal］の【◇16 】廃ガス

を廃ガス洗浄塔で洗浄した後，分析建屋

内に設置する極低レベル塔槽類から発生

する約 60ｍ３／ｈ［normal］の【◇16 】
硝酸ミストを含まない廃ガスと合流し，

凝縮器での冷却，デミスタでのミスト除

去及び高性能粒子フィルタでのろ過を組

み合わせて処理した後，排風機で主排気

筒へ移送する。⑩-35 

分析建屋塔槽類廃ガス処理設備は，接

続する塔槽類の負圧を－690Ｐａ

［gage］程度に維持する。◇16  
分析建屋塔槽類廃ガス処理設備の高性

能粒子フィルタは，１系列当たり２段設

置する。◇3  

分析建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概

要図を第 7.2－15 図に，分析建屋塔槽類

廃ガス処理設備の主要設備の仕様を第

7.2－12 表に示す。◇2  

(2) 主要設備 

塔槽類廃ガス処理設備の廃ガス洗浄

塔，凝縮器，デミスタ等の液体状の放射

性物質を内包する機器は，ステンレス鋼

を用い，接液部は溶接構造とする。ま

た，これらの機器を収納するセル等の床

には漏えい検知装置を備えたステンレス

鋼製の漏えい液受皿を，室の床にはステ

ンレス鋼製又は樹脂製の漏えい液受皿を

設置し，漏えいした液体状の放射性物質

は，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設

備，又は液体廃棄物の廃棄施設の低レベ

ル廃液処理設備等に移送する設計とす

る。◇10  
塔槽類廃ガス処理設備の主要機器は，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1611



別紙１－２① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十四条（廃棄施設（第２章 個別項目 せん断処理・溶解廃ガス処理設備等））（24 / 83） 

 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排風機等に接続し負圧を維持する設計と

するとともに，系統の負圧の監視ができ

る設計とする。◇10  
塔槽類廃ガス処理設備の高性能粒子フ

ィルタ等は前後の差圧を監視し，加熱器

は出口の廃ガス温度を測定することによ

り，運転状態が監視できる設計とする。

◇10  
高性能粒子フィルタはその１系列の試

験及び検査中においても，予備系列に切

り替えて運転できる設計とする。◇12 ,◇13  
排風機は，回転数又は排風機前後の差

圧を測定することにより，運転状態を監

視できる設計とする。◇10  
塔槽類廃ガス処理設備のよう素フィル

タは，定期的によう素フィルタ出口のよ

う素濃度を測定できる設計とする。◇10  
塔槽類廃ガス処理設備の排風機，フィ

ルタ等は，クレーン等により保守・補修

を行う。◇13  
塔槽類廃ガス処理設備の主要機器の機

能及び性能について以下に示す。◇2  

 

ａ．スプレイ塔 

スプレイ塔は，耐火物を内張し，水を

噴霧することにより，廃ガス温度を下げ

る。 

【⑩-4 P11 へ】 

 

ｂ．廃ガス洗浄塔 

廃ガス洗浄塔は，棚段塔又は充てん塔

を使用し，廃ガス中に含まれる放射性物

質を除去するとともに，必要に応じて廃

ガスの温度を下げる。 

【⑩-5 P11 へ】 

 

なお，廃ガス洗浄塔は，凝縮器，デミ

スタと合わせて廃ガス中の放射性エアロ

ゾルを 90％以上除去できる設計とす

る。ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設

備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

塔槽類廃ガス処理設備，低レベル廃棄物

処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の廃溶媒

処理廃ガス処理系及び雑固体廃棄物焼却

処理廃ガス処理系の廃ガス洗浄塔は，凝

縮器と合わせて廃ガス中の揮発性ルテニ

ウムを 99.8％以上除去できる設計とす

る。◇16  
ｃ．凝縮器 

凝縮器は，多管式熱交換器等を使用
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し，廃ガスを冷却して除湿することによ

り，廃ガス中のトリチウムを除去すると

ともに，廃ガス中に含まれる放射性物質

を除去する。 

【⑩-6 P11 へ】 

 

なお，前処理建屋塔槽類廃ガス処理設

備，分離建屋塔槽類廃ガス処理設備及び

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備の凝縮器は，廃ガス洗浄塔と

合わせて廃ガス中に含まれるトリチウム

を 80％以上除去できる設計とする。◇16  
 

ｄ．デミスタ 

デミスタは，多層板構造のエレメント

等を使用し，廃ガス中に含まれる放射性

エアロゾルを除去する。 

【⑩-7 P11 へ】 

 

 

ｅ．高性能粒子フィルタ 

高性能粒子フィルタは，ろ材にガラス

繊維を使用し，廃ガス中に含まれる放射

性エアロゾルを除去する。 

【⑩-8 P11 へ】 

 

なお，高性能粒子フィルタは，廃ガス

中に含まれる放射性エアロゾルを１段当

たり 99.9％以上除去できる設計とす

る。◇16  
 

ｆ．加熱器 

加熱器は，電気ヒータを使用し，廃ガ

スを加熱して相対湿度を下げるととも

に，下流のよう素除去に適切な温度にす

る。 

【⑩-9 P12 へ】 

 

ｇ．よう素フィルタ 

よう素フィルタは，ろ材に銀系吸着材

を使用し，よう素を除去する。 

【⑩-10 P12 へ】 

 

なお，よう素フィルタは，廃ガス中のよ

う素を 90％以上除去できる設計（よう

素フィルタ ベッド厚５ｃｍ以上）とす

る。◇16  
ｈ．排風機 

排風機は，塔槽類の負圧を維持すると

ともに，廃ガスを主排気筒又は北換気筒
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（ハル・エンドピース及び第１ガラス固

化体貯蔵建屋換気筒）へ移送する。 

【⑩-11 P12 へ】 

 

7.2.1.3.5 試験・検査 

高性能粒子フィルタは，交換時に据付

け状態の健全性を確認する。 

排風機は定期的に切り替え，健全性を確

認する。◇5  

 

7.2.1.3.6 評 価 

(1) 放射性物質の放出低減 

塔槽類廃ガス処理設備は，洗浄塔，フ

ィルタ等を組み合わせて，塔槽類から発

生する廃ガスを処理する設計としている

ので，環境へ放出する放射性物質を合理

的に達成できる限り低くすることができ

る。◇1  

(2) 閉じ込め 

塔槽類廃ガス処理設備の放射性物質を

内包する機器は，腐食し難いステンレス

鋼等を用い，かつ，接液部は溶接構造等

で漏えいし難い設計とし，さらに，気体

状の放射性物質を内包する機器内を負圧

に保つ設計としているので閉じ込め機能

を確保できる。 

また，安全上重要な系統の排風機は，

多重化し，非常用所内電源系統に接続し

ているので，気体状の放射性物質が漏え

いし難く，かつ，逆流を防止できる。 

塔槽類廃ガス処理設備の液体状の放射

性物質を内包する機器を収納するセル等

の床には，漏えい検知装置を備えたステ

ンレス鋼製の漏えい液受皿を，室の床に

はステンレス鋼製又は樹脂製の漏えい液

受皿を設置し，漏えいした液体状の放射

性物質を酸及び溶媒の回収施設の酸回収

設備又は液体廃棄物の廃棄施設の低レベ

ル廃液処理設備等に移送する設計として

いるので，万一の液体状の放射性物質の

漏えいを想定してもその拡大を防止でき

る。◇10  
(3) 単一故障 

塔槽類廃ガス処理設備の安全上重要な

系統の排風機は，多重化しているので単

一故障を仮定しても閉じ込め機能を確保

できる。◇12  
(4) 外部電源喪失 

塔槽類廃ガス処理設備の安全上重要な

系統の排風機は，その他再処理設備の附
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5.1.3 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処

理設備 

 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備は，固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶

融炉から発生する廃ガス中のＮＯｘ及び

放射性物質を除去するとともに，ガラス

溶融炉の内部を負圧に維持する設計とす

る。⑪-1 

 

 

 

 

 

 

 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備は，固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶

融炉から発生する廃ガスによる環境への

放射性物質の放出量を，合理的に達成で

きる限り低くする設計とする。⑪-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

属施設の非常用所内電源系統に接続する

設計としているので，外部電源喪失時に

閉じ込め機能を確保できる。◇15  
(5) 試験及び検査 

塔槽類廃ガス処理設備の安全上重要な

系統の排風機及び高性能粒子フィルタ

は，多重化する設計とするので，閉じ込

め機能を損なうことなく，必要に応じて

試験及び検査ができる。◇13  
 

7.2.1.4 高レベル廃液ガラス固化廃ガス

処理設備 

 

7.2.1.4.1 概 要 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備は，固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶

融炉から発生する廃ガス中のＮＯｘ及び

放射性物質を除去するとともに，ガラス

溶融炉の内部を負圧に維持する設備であ

る。⑪-1 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備系統概要図を第 7.2－16 図に示す。

◇2  

 

 

7.2.1.4.2 設計方針 

(1) 放射性物質の放出低減 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備は，固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶

融炉から発生する廃ガスによる環境への

放射性物質の放出量を，合理的に達成で

きる限り低くする設計とする。⑪-2 

(2) 閉じ込め 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備の放射性物質を内包する機器は，腐食

し難い材料を使用し，かつ，漏えいし難

い構造とする。万一液体状の放射性物質

が漏えいした場合にも漏えいの拡大を防

止し安全に処置できる設計とする。ま

た，高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理

設備は，気体状の放射性物質が漏えいし

難く，かつ，逆流し難い設計とする。

◇10  
(3) 単一故障 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備の安全上重要な系統及び機器は，それ

らを構成する動的機器に単一故障を仮定

しても安全機能を確保できる設計とす

る。◇12  
(4) 外部電源喪失 
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高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備は，固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶

融炉から発生する廃ガスを処理すること

が可能な能力を有する設計とする。⑪-3 

 

固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶融炉

からの廃ガスは，廃ガス洗浄器での洗

浄・冷却，吸収塔での洗浄，凝縮器での

冷却，ミストフィルタでのろ過，ルテニ

ウム吸着塔での揮発性ルテニウムの除

去，高性能粒子フィルタでのろ過，加熱

器での加熱及びよう素フィルタでのよう

素の除去を組み合わせて処理した後，高

性能粒子フィルタでろ過し，排風機で高

レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備の排風機下流へ移送する設計と

する。⑪-4 

 

 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備で発生する廃ガス洗浄廃液は，廃ガス

洗浄液槽へ移送した後，液体廃棄物の廃

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備の安全上重要な系統の排風機及び高レ

ベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の廃

ガスの冷水系等の動的機器は，非常用所

内電源系統に接続し，外部電源が喪失し

た場合でも安全機能を確保できる設計と

する。◇15  
(5) 試験及び検査 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備の安全上重要な系統の排風機，高性能

粒子フィルタ等は，必要に応じて試験及

び検査ができる設計とする。◇13  
 

7.2.1.4.3 主要設備の仕様 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備の主要設備の仕様を第 7.2－13 表に示

す。また，ルテニウム吸着塔概要図を第

7.2－17 図に示す。◇2  

 

7.2.1.4.4 系統構成及び主要設備 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備の廃ガス洗浄器は，固体廃棄物の廃棄

施設のガラス溶融炉に対応して各々１基

設ける。◇3  

ミストフィルタ，ルテニウム吸着塔，

高性能粒子フィルタ，排風機等は,各々

２系列で構成し，１系列で運転し，他の

１系列は予備とする。◇3  

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備は，固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶

融炉から発生する廃ガスを処理すること

が可能な能力を有する。⑪-3 

(1) 系統構成 

固体廃棄物の廃棄施設のガラス溶融炉

からの約 150ｍ３／ｈ[normal]（ガラス

溶融炉１基当たりの廃ガス流量)，約

400℃の【◇16 】廃ガスは，廃ガス洗浄器

での洗浄・冷却，吸収塔での洗浄，凝縮

器での冷却，ミストフィルタでのろ過，

ルテニウム吸着塔での揮発性ルテニウム

の除去，高性能粒子フィルタでのろ過，

加熱器での加熱及びよう素フィルタでの

よう素の除去を組み合わせて処理した

後，高性能粒子フィルタでろ過し，排風

機で高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類

廃ガス処理設備の排風機下流へ移送す

る。⑪-4 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備で発生する廃ガス洗浄廃液は，廃ガス

洗浄液槽へ移送した後，液体廃棄物の廃
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棄施設の高レベル廃液処理設備へ移送す

る設計とする。⑪-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

棄施設の高レベル廃液処理設備へ移送す

る。⑪-5 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備は，接続するガラス溶融炉の負圧を－

１kＰa[gage]程度（セルとの差圧)に維

持する。◇16  
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備の高性能粒子フィルタは，１系列当た

り３段設置する。◇3  

(2) 主要設備 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備の廃ガス洗浄器，吸収塔，凝縮器等の

液体状の放射性物質を内包する機器は，

ステンレス鋼を用い，接液部は溶接構造

等とする。◇10  
また，これらの機器を収納するセルの

床には，漏えい検知装置を備えたステン

レス鋼製の漏えい液受皿を設置し，漏え

いした液体状の放射性物質は，廃ガス洗

浄液槽又は液体廃棄物の廃棄施設の高レ

ベル廃液貯蔵設備の高レベル廃液共用貯

槽に移送する設計とする。◇10  
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備の主要機器は，排風機に接続し，負圧

を維持する設計とし，固体廃棄物の廃棄

施設のガラス溶融炉内部の負圧を監視す

ることにより高レベル廃液ガラス固化廃

ガス処理設備の負圧監視ができる設計と

する。◇10  
また，排風機は多重化し，非常用所内

電源系統に接続するとともに，その１系

列の試験及び検査中においても，予備系

列に切り替えて運転できる設計とする。

◇12 ,◇13 ,◇15  
また，排風機の回転数を監視すること

により運転状態を監視できる設計とす

る。◇10  
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備の高性能粒子フィルタ等は差圧を監視

し，加熱器は出口の廃ガス温度を監視す

ることにより運転状態が監視できる設計

とする。◇10  
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備のよう素フィルタは，定期的によう素

フィルタ出口のよう素濃度を測定できる

設計とする。◇10  
ルテニウム吸着塔は，定期的にルテニ

ウム吸着塔出口のルテニウム濃度を測定

できる設計とする。◇10  
また，高性能粒子フィルタ，加熱器は
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高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備を構成する高レベル廃液ガラス固化廃

ガス処理設備の廃ガス洗浄器，吸収塔及

び凝縮器は，その他再処理設備の附属施

設の安全冷却水系により冷水系を介して

冷水を適切に供給し，廃ガスの除熱をす

る設計とする。⑪-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備を構成する廃ガス洗浄器は，充てん塔

を使用し，廃ガスの温度を下げるととも

に，廃ガス中に含まれる放射性物質を除

去する設計とする。⑪-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備を構成する吸収塔は，棚段塔を使用

し，廃ガス中に含まれる NOx を回収する

とともに，廃ガス中の放射性物質を除去

する設計とする。⑪-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その１系列の試験及び検査中において

も，予備系列に切り替えて，運転できる

設計とする。◇15  
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備の廃ガス洗浄器，吸収塔及び凝縮器

は，その他再処理設備の附属施設の安全

冷却水系により冷水系を介して冷水を適

切に供給し，廃ガスの除熱をする設計と

する。⑪-6 

また，高レベル廃液ガラス固化廃ガス

処理設備は，その他再処理設備の附属施

設の給水処理設備から純水を適切に供給

する純水系を設け，吸収塔に純水を供給

する設計とする。◇3  

これらの安全上重要な冷水系は，動的

機器を多重化し，外部電源喪失時には非

常用所内電源系統に接続する設計とし，

この動的機器はその１系列の試験及び検

査中においても，予備系列に切り替え

て，運転できる設計とする。◇12 ,◇15  
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備の排風機，フィルタ等は，クレーン等

により保守・補修を行う。◇13  
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備の主要機器の機能及び性能について以

下に示す。 

ａ．廃ガス洗浄器 

廃ガス洗浄器は，充てん塔を使用し，

廃ガスの温度を下げるとともに，廃ガス

中に含まれる放射性物質を除去する。⑪

-7 

廃ガス洗浄器は，廃ガスの冷却のため

独立した２系列の冷却コイルを設置し，

その他再処理設備の附属施設の安全冷却

水系により冷水系を介して冷水を適切に

供給する設計とする。◇3  

なお，廃ガス洗浄器は，廃ガス中の放

射性エアロゾルを 66.7％以上，揮発性

ルテニウムを 99.8％以上除去できる設

計とする。◇16  
ｂ．吸収塔 

吸収塔は，棚段塔を使用し，廃ガス中

に含まれるＮＯｘを回収するとともに，

廃ガス中の放射性物質を除去する。⑪-8 

吸収塔は，洗浄液の冷却のため冷却コ

イルを設置し，その他再処理設備の附属

施設の安全冷却水系により冷水系を介し

て冷水を適切に供給する設計とする。ま

た，吸収塔は，廃ガスの洗浄のため純水

系から純水を適切に供給する設計とす
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高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備を構成する凝縮器は，多管式熱交換器

を使用し，廃ガスを冷却して除湿し，ト

リチウムを除去する設計とする。⑪-9 

 

 

 

 

 

 

 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備を構成するミストフィルタは，ろ材に

ガラス繊維製フィルタを使用し,廃ガス

中に含まれる放射性エアロゾルを除去す

る設計とする。⑪-10 

 

 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備を構成するルテニウム吸着塔は，シリ

カゲル吸着材を充てんし，廃ガス中に含

まれる揮発性ルテニウムを除去する設計

とする。⑪-11 

 

 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備を構成する高性能粒子フィルタは，ろ

材にガラス繊維を使用し，よう素フィル

タの前後に設置し，廃ガス中に含まれる

放射性エアロゾルを除去する設計とす

る。⑪-12 

 

 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備を構成する加熱器は，電気ヒータを使

用し，廃ガスを加熱して相対湿度を下げ

るとともに，下流のよう素除去に適切な

温度にする設計とする。⑪-13 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備を構成するよう素フィルタは，ろ材に

銀系吸着材を使用し，廃ガス中に含まれ

るよう素を除去する設計とする。⑪-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。◇3  

なお，吸収塔は，廃ガス中の揮発性ル

テニウムを２基で 99.8％以上除去でき

る設計とする。◇16  
ｃ．凝縮器 

凝縮器は，多管式熱交換器を使用し，

廃ガスを冷却して除湿し，トリチウムを

除去する。⑪-9 

凝縮器は，廃ガスの冷却のためその他

再処理設備の附属施設の安全冷却水系に

より冷水系を介して冷水を適切に供給す

る設計とする。◇3  

なお，凝縮器は，吸収塔と合わせて廃

ガス中のトリチウムを 80％以上除去で

きる設計とする。◇16  
ｄ．ミストフィルタ 

ミストフィルタは，ろ材にガラス繊維

製フィルタを使用し,廃ガス中に含まれ

る放射性エアロゾルを除去する。⑪-10 

なお，ミストフィルタは，吸収塔と合

わせて廃ガス中の放射性エアロゾルを

99％以上除去できる設計とする。◇16  
ｅ．ルテニウム吸着塔 

ルテニウム吸着塔は，シリカゲル吸着

材を充てんし，廃ガス中に含まれる揮発

性ルテニウムを除去する。⑪-11 

なお，ルテニウム吸着塔は，廃ガス中

の揮発性ルテニウムを 99％以上除去で

きる設計とする。◇16  
ｆ．高性能粒子フィルタ 

高性能粒子フィルタは，ろ材にガラス

繊維を使用し，よう素フィルタの前後に

設置し，廃ガス中に含まれる放射性エア

ロゾルを除去する。⑪-12 

なお，高性能粒子フィルタは，廃ガス

中の放射性エアロゾルを１段当たり

99.9％以上除去できる設計とする。◇16  
ｇ．加熱器 

加熱器は，電気ヒータを使用し，廃ガ

スを加熱して相対湿度を下げるととも

に，下流のよう素除去に適切な温度にす

る。⑪-13 

ｈ．よう素フィルタ 

よう素フィルタは，ろ材に銀系吸着材

を使用し，廃ガス中に含まれるよう素を

除去する。⑪-14 

なお，よう素フィルタは，廃ガス中の

よう素を 90％以上除去できる設計（よ

う素フィルタ ベッド厚５ｃｍ以上）と

する。◇16  
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高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備を構成する排風機は，固体廃棄物の廃

棄施設のガラス溶融炉及び塔槽類の負圧

を維持するとともに，廃ガスを主排気筒

へ移送する設計とする。⑪-15 

 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備を構成する廃ガス洗浄液槽は，廃ガス

洗浄器及び吸収塔からの洗浄廃液を受け

入れ，廃ガス洗浄液槽に受け入れた洗浄

廃液については，液体廃棄物の廃棄施設

の高レベル廃液処理設備へ移送する設計

とする。⑪-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｉ．排風機 

排風機は，固体廃棄物の廃棄施設のガ

ラス溶融炉及び塔槽類の負圧を維持する

とともに，廃ガスを主排気筒へ移送す

る。⑪-15 

ｊ．廃ガス洗浄液槽 

廃ガス洗浄液槽は，廃ガス洗浄器及び

吸収塔からの洗浄廃液を受け入れる。廃

ガス洗浄液槽に受け入れた洗浄廃液は，

液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処

理設備へ移送する。⑪-16 

 

7.2.1.4.5 試験・検査 

高性能粒子フィルタは，交換時に据え

付け状態の健全性を確認する。 

排風機は定期的に切り替え，健全性を確

認する。 

廃ガスの冷水系の動的機器は，定期的

に切り替え，健全性を確認する。◇13  
 

7.2.1.4.6 評 価 

(1) 放射性物質の放出低減 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備は，廃ガス洗浄器，吸収塔，フィルタ

等を組み合わせて，固体廃棄物の廃棄施

設のガラス溶融炉からの廃ガスを処理す

る設計としているので，環境へ放出する

放射性物質を合理的に達成できる限り低

くすることができる。◇1  

(2) 閉じ込め 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備の放射性物質を内包する機器は，腐食

し難いステンレス鋼を用い，かつ，接液

部は溶接構造等で漏えいし難い設計と

し，さらに，気体状の放射性物質を内包

する機器内を負圧に保つ設計としている

ので閉じ込め機能を確保できる。 

また，排風機は，多重化し，非常用所

内電源系統に接続しているので，気体状

の放射性物質が漏えいし難く，かつ，逆

流を防止できる。 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備の液体状の放射性物質を内包する機器

を収納するセルの床には，漏えい検知装

置を備えたステンレス鋼製の漏えい液受

皿を設置し，漏えいした液体状の放射性

物質を廃ガス洗浄液槽又は液体廃棄物の

廃棄施設の高レベル廃液貯蔵設備の高レ

ベル廃液共用貯槽に移送する設計として

いるので，万一の液体状の放射性物質の
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5.1.5 主排気筒 

主排気筒は，せん断処理・溶解廃ガス

処理設備，塔槽類廃ガス処理設備及び高

レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備で

処理した気体状の放射性物質を，換気設

備の排気とともに大気へ放出するための

ものであり，再処理施設から放出される

気体状の放射性物質のほぼ全量を放出す

る設計とする。⑫-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漏えいを想定してもその拡大を防止でき

る。◇10  
(3) 単一故障 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備の安全上重要な系統の排風機及び冷水

系の動的機器は，多重化しているので，

単一故障を仮定しても閉じ込め機能を確

保できる。◇12  
(4) 外部電源喪失 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備の安全上重要な系統の排風機及び冷水

系の動的機器は，その他再処理設備の附

属施設の非常用所内電源系統に接続する

設計としているので，外部電源喪失時に

閉じ込め機能を確保できる。◇15  
(5) 試験及び検査 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備の安全上重要な系統の排風機，高性能

粒子フィルタ等は，多重化する設計とす

るので，閉じ込め機能を損なうことなく

必要に応じて試験及び検査ができる。

◇13  
 

7.2.1.6 主排気筒 

7.2.1.6.1 概 要 

主排気筒は，せん断処理・溶解廃ガス

処理設備，塔槽類廃ガス処理設備及び高

レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備で

処理した気体状の放射性物質を，換気設

備の排気とともに大気へ放出するための

ものであり，再処理施設から放出される

気体状の放射性物質のほぼ全量を放出す

る。⑫-1 

なお，換気設備のうち，主排気筒に接

続するものは，以下のとおりである。 

(１) 前処理建屋換気設備 

(２) 分離建屋換気設備 

(３) 精製建屋換気設備 

(４) ウラン脱硝建屋換気設備 

(５) ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋換気設備 

(６) 高レベル廃液ガラス固化建屋換気

設備 

(７) 低レベル廃棄物処理建屋換気設備

（第１廃棄物取扱室等及び器材保守第１

室等からの排気系） 

(８) チャンネルボックス・バーナブル

ポイズン処理建屋換気設備（バーナブル

ポイズン貯蔵室及びクレーン室からの排

気系） 
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一 周辺監視区域の外の空気中

の放射性物質の濃度及び液体状

の放射性物質の海洋放出に起因

する線量が、それぞれ原子力規

制委員会の定める濃度限度及び

線量限度以下になるように再処

理施設において発生する放射性

廃棄物を廃棄する能力を有する

ものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主排気筒は，放出する気体状の放射性

物質に対し，十分な拡散効果を有する設

計とする。⑫-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 液体廃棄物の廃棄施設 

 

周辺環境に放出する放射性液体廃棄物

による公衆の線量は，合理的に達成でき

る限り低くする設計とする。廃液の放射

性物質の濃度，性状及び廃液に含まれる

成分に応じてろ過，脱塩及び蒸発の処理

を行う設計とする。②-6 

 

周辺環境に放出する放射性液体廃棄物

中の放射性物質の量及び濃度を確認し，

十分な拡散効果を有する海洋放出口から

海洋に放出する設計とする。②-7 

 

 

 

 

 

 

液体廃棄物の廃棄施設は，分離施設等

から発生する高レベル廃液を濃縮して貯

蔵する高レベル廃液処理設備及び再処理

施設の各施設から発生する低レベル放射

性廃液（以下「低レベル廃液」とい

う。）を処理する低レベル廃液処理設備

で構成する。⑬-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 液体廃棄物の廃棄施設 

(ⅰ) 構 造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液体廃棄物の廃棄施設は，分離施設等

から発生する高レベル廃液を濃縮して貯

蔵する高レベル廃液処理設備（一部２系

列）【◇3 】及び再処理施設の各施設から

発生する低レベル放射性廃液（以下「低

レベル廃液」という。）を処理する低レ

ベル廃液処理設備１系列【◇3 】で構成す

る。⑬-1 

 

(９) 分析建屋換気設備◇3  

7.2.1.6.2 設計方針 

(1) 放射性廃棄物の放出管理 

主排気筒は，放出する気体状の放射性

物質に対し，十分な拡散効果を有する設

計とする。⑫-1 

7.2.1.6.3 主排気筒の仕様 

主排気筒は，地上高さ約 150ｍの鉄塔

支持形とする。◇4  

主排気筒には，流量計を設置し，流量

を監視できる設計とする。◇10  
主排気筒の概要図を第 7.2－36 図に，

主排気筒の仕様を第 7.2－30 表に示す。

◇2  

7.2.1.6.4 評 価 

(1) 放射性廃棄物の放出管理 

主排気筒は，約 150ｍの排気口地上高

さを有し,放出される気体状の放射性物

質に対し，十分な拡散効果を有する。

◇1  

 

 

(2) 液体廃棄物の廃棄施設 

 

ａ．周辺環境に放出する放射性液体廃棄

物による公衆の線量は，合理的に達成

できる限り低くする設計とする。廃液

の放射性物質の濃度，性状及び廃液に

含まれる成分に応じてろ過，脱塩及び

蒸発の処理を行う設計とする。②-6 

 

ｂ．周辺環境に放出する放射性液体廃棄

物中の放射性物質の量及び濃度を確認

し，十分な拡散効果を有する海洋放出

口から海洋に放出する設計とする。②

-7 

 

【②-6、②-7 P2 から】 

 

7.3 液体廃棄物の廃棄施設 

7.3.1 概 要 

液体廃棄物の廃棄施設は，高レベル廃

液処理設備及び低レベル廃液処理設備で

構成する。◇1  

高レベル廃液処理設備は，溶解施設，

分離施設等から発生する高レベル廃液を

濃縮して貯蔵する設備である。 

低レベル廃液処理設備は，再処理施設

の管理区域内の床清掃，酸及び溶媒の回

収施設の酸回収設備，溶媒回収設備等か

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性廃棄物を処理する設備は，周辺

監視区域の外の空気中及び周辺監視区域

の境界における水中の放射性物質の濃度

が，それぞれ，「核原料物質又は核燃料

物質の製錬の事業に関する規則等の規定

に基づく線量限度等を定める告示」に定

められた濃度限度以下となるように，発

電用原子炉施設において発生する放射性

廃棄物を処理する能力を有する設計とす

る。 

さらに，発電所周辺の一般公衆の線量

を合理的に達成できる限り低く保つ設計

とし，「発電用軽水型原子炉施設周辺の

線量目標値に関する指針」を満足する設

計とする。 

 

 

 

 

液体廃棄物処理設備は，廃液の発生源

により，機器ドレン処理系，床ドレン処

理系，再生廃液処理系，洗濯廃液処理系

及び排ガス洗浄廃液処理系で処理する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【① P1 から】 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の設備・系統

が，再処理施設と異

なるため。 

【「等」の解説】 

「分離施設等」の指す内容は，当

該設備にて処理する高レベル廃液

が発生する施設の総称として示し

た記載であり、液体廃棄物の発生

源は後段で示した。 
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二 放射性廃棄物以外の廃棄

物を廃棄する設備と区別して

設置すること。ただし、放射

性廃棄物以外の流体状の廃棄

物を流体状の放射性廃棄物を

廃棄する設備に導く場合にお

いて、流体状の放射性廃棄物

が放射性廃棄物以外の流体状

の廃棄物を取り扱う設備に逆

流するおそれがないときは、

この限りでない。 

 

 

 

 

 

五 液体状の放射性廃棄物を

廃棄する設備は、海洋放出口

以外の箇所において液体状の

放射性廃棄物を排出すること

がないものであること。 

 

 

高レベル廃液処理設備は，分離建屋及

び高レベル廃液ガラス固化建屋に収納す

る設計とする。⑬-2 

低レベル廃液処理設備は，使用済燃料

受入れ・貯蔵管理建屋及び低レベル廃液

処理建屋に収納する設計とする。⑬-3 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋は，

地上 2階，地下 3階の建物とする設計と

する。⑬-4 

 

 

低レベル廃液処理建屋は, 地上 3階，

地下 2階の建物とする設計とする。⑬-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

液体廃棄物の廃棄施設は，放射性廃棄

物以外の廃棄物を廃棄する設備と区別

し，液体廃棄物を内包する容器又は管に

放射性物質を含まない液体を導く管を接

続する場合には，液体廃棄物が放射性物

質を含まない液体を導く管へ逆流するこ

とを防止する設計とする。③-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低レベル廃液は，適切に処理し，放射

性物質の量及び濃度を確認後，海洋放出

管の海洋放出口から海洋に放出する設計

とする。⑥ 

 

 

 

高レベル廃液処理設備を収納する主要

な建屋は，分離建屋及び高レベル廃液ガ

ラス固化建屋である。⑬-2 

低レベル廃液処理設備を収納する主要

な建屋は，使用済燃料受入れ・貯蔵管理

建屋及び低レベル廃液処理建屋である。

⑬-3 

分離建屋の主要構造は，「ニ．

(３)(ⅰ) 構造」に示す。□2  

高レベル廃液ガラス固化建屋の主要構

造は，「ト．(１)(ⅰ) 構造」に示す。

□2  

使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋の主

要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上

２階，地下３階，建築面積約 1,800ｍ２

の建物である。⑬-4 

 

低レベル廃液処理建屋の主要構造は，

鉄筋コンクリート造で，□5 地上３階，地

下２階，建築面積約 2,600ｍ２□5 の建物

である。⑬-5 

使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器

配置概要図を第 59 図から第 64 図に，低

レベル廃液処理建屋機器配置概要図を第

134 図から第 139 図に示す。□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低レベル廃液は，適切に処理し，放射

性物質の量及び濃度を確認後，海洋放出

管の海洋放出口から海洋に放出する。⑥ 

 

 

 

 

ら発生する低レベル放射性液体廃棄物

（以下「低レベル廃液」という。）のう

ち，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設

備等から発生する廃有機溶媒残渣，廃有

機溶媒及び廃希釈剤（以下 7.では廃有

機溶媒残渣，廃有機溶媒及び廃希釈剤を

総称して「廃溶媒」という。）を除く低

レベル廃液を処理する設備である。 

なお，廃溶媒は，固体廃棄物の廃棄施

設の低レベル固体廃棄物処理設備の廃溶

媒処理系で処理する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性物質を含む原子炉冷却材を通常

運転時において原子炉冷却系統外に排出

する場合は，床ドレン及び機器ドレン系

のサンプを介して，液体廃棄物処理系へ

導く設計とする。 

 

固体廃棄物処理設備は，廃棄物の種類

に応じて，濃縮廃液を乾燥・造粒固化す

る減容固化設備及び固化材と混練して固

化するセメント混練固化装置（東海，東

海第二発電所共用），可燃性雑固体廃棄

物及び使用済樹脂並びに廃スラッジを焼

却する雑固体廃棄物焼却設備（東海，東

海第二発電所共用），不燃性雑固体廃棄

物を溶融・焼却する雑固体減容処理設備

（東海，東海第二発電所共用）で処理す

る設計とする。 

セメント混練固化装置，雑固体廃棄物

焼却設備，雑固体減容処理設備及び固体

廃棄物作業建屋は，東海発電所と共用と

するが，その処理量は東海第二発電所及

び東海発電所における合計の予想発生量

を考慮することで安全性を損なわない設

計とする。 

 

 

放射性廃棄物を処理する設備は，放射

性廃棄物以外の廃棄物を処理する設備と

区別し，放射性廃棄物以外の流体状の廃

棄物を流体状の放射性廃棄物を処理する

設備に導かない設計とする。 

【③ P3 へ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，液体廃棄物処理設備，液体廃棄

物貯蔵設備及びこれらに関連する施設を

設ける建屋内部には発電所外に管理され

ずに排出される排水が流れる排水路に通

じる開口部を設けない設計とする。 

【⑤ P49 から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

技術基準規則のみの要求事項を踏まえて、放射

性廃棄物以外の廃棄物を廃棄する設備との区別

にかかる設計方針を記載した。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

固体廃棄物処理設備

は，発電炉特有の設備

であり再処理施設の廃

棄施設では同様の設計

上の考慮を要する設備

がないため記載しな

い。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

固体廃棄物処理設備

は，発電炉特有の設備

であり再処理施設の廃

棄施設では同様の設計

上の考慮を要する設備

がないため記載しな

い。 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

海洋放出口以外からがないようにすることの要求

は，共通項目において発電炉の記載と同様の趣旨

を記載しているため。 

また，個別項目では低レベル廃液を適切に処理し

て放出する設計とすることを記載している。 
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5.2.1 高レベル廃液処理設備 

 

高レベル廃液処理設備は，高レベル廃

液濃縮設備及び高レベル廃液貯蔵設備で

構成する。⑭-1 

 

5.2.1.1 高レベル廃液濃縮設備 

 

高レベル廃液濃縮設備は，高レベル廃

液濃縮系及びアルカリ廃液濃縮系で構成

する。⑭-2 

 

高レベル廃液濃縮設備の機器を収納す

るセルの床には，配管からのセルへの漏

えいの拡大を防止するために，ステンレ

ス鋼製の漏えい液受皿を設置し，漏えい

検知装置により漏えいを検知する設計と

する。漏えいした液体状の放射性物質

は，スチームジェットポンプ等で高レベ

ル廃液貯蔵設備の高レベル濃縮廃液貯

槽，分離建屋一時貯留処理設備の第 10

一時貯留処理槽等に移送する設計とす

る。 

高レベル廃液供給槽を収納するセルに

おいて，万一漏えいが起きた場合は，漏

えいした液体状の放射性物質が沸騰する

おそれがあるためｆｆｂｖ，高レベル廃

液供給槽を収納するセルの漏えい検知装

置を多重化するとともに，漏えい液の移

送のための，スチームジェットポンプの

蒸気は，その他再処理設備の附属施設の

安全蒸気系からも供給できる設計とす

る。 

また，高レベル廃液濃縮缶を収納する

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設の排水は，再処理

施設の低レベル廃液処理設備の第１放出

前貯槽に受け入れ，海洋放出管を経て海

洋に放出する設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設の排水が通過する

経路をＭＯＸ燃料加工施設と共用し，共

用によって再処理施設の安全性を損なわ

ない設計とする。 

【⑦ P55 へ】 

 

 

 

 

高レベル廃液濃縮設備系統概要図を第

41 図に，高レベル廃液貯蔵設備系統概

要図を第 42 図に，低レベル廃液処理設

備系統概要図を第 43 図に示す。□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2 高レベル廃液処理設備 

7.3.2.1 概 要 

高レベル廃液処理設備は，高レベル廃

液濃縮設備及び高レベル廃液貯蔵設備で

構成する。⑭-1 

 

7.3.2.2 高レベル廃液濃縮設備 

7.3.2.2.1 概 要 

高レベル廃液濃縮設備は，高レベル廃

液濃縮系及びアルカリ廃液濃縮系で構成

する。⑭-2 

 

高レベル廃液濃縮系は，分離施設の分

離設備から発生する抽出廃液，気体廃棄

物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化

廃ガス処理設備の廃液等を蒸発・濃縮す

る系である。◇1  

 

アルカリ廃液濃縮系は，酸及び溶媒の

回収施設の溶媒再生系から発生するアル

カリ廃液を蒸発・濃縮する系である。

◇1  

 

高レベル廃液濃縮設備系統概要図を第

7.3－１図に示す。◇2  

 

7.3.2.2.2 設計方針 

(1) 閉じ込め 

高レベル廃液濃縮設備の放射性物質を

内包する機器は，腐食し難い材料を使用

し，かつ，漏えいし難い構造とするとと

もに，万一液体状の放射性物質が漏えい

した場合にも漏えいの拡大を防止し安全

に処置できる設計とする。また，気体廃

棄物の廃棄施設で負圧を維持することに

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性廃棄物を処理する設備は，放射

性廃棄物が漏えいし難い又は放射性廃棄

物を処理する過程において散逸し難い構

造とし，かつ，放射性廃棄物に含まれる

化学薬品の影響及び不純物の影響により

著しく腐食しない設計とする。 

 

気体状の放射性廃棄物はフィルタを通

し放射性物質の濃度を監視可能な主排気

筒等から放出する設計とする。 

 また，フィルタは，放射性物質による

汚染の除去又は交換に必要な空間を有す

るとともに，必要に応じて梯子等を設置

し，取替が容易な設計とする。 

【④ P4 へ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流体状の放射性廃棄物は，管理区域内

で処理することとし，流体状の放射性廃

棄物を管理区域外において運搬するため

の容器は設置しない。 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ内に施設

されたものから発生する高放射性の固体

状の放射性廃棄物（放射能量が科技庁告

示第 5 号第 3 条第 1 号に規定するＡ１

値又はＡ２値を超えるもの（除染等によ

り線量低減ができるものは除く））を管

理区域外において運搬するための固体廃

棄物移送容器は，容易かつ安全に取扱う

ことができ，かつ，運搬中に予想される

温度及び内圧の変化，振動等により，亀

裂，破損等が生じるおそれがない設計と

する。また，固体廃棄物移送容器は，放

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

流体状の放射性廃棄物の取扱いについて

は第 10 条（閉じ込めの機能）において基

本設計方針を記載しているため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

高放射性の固体状の放射

性廃棄物を取り扱う容器

は，発電炉特有の設備で

あり再処理施設の廃棄施

設では同様の設計上の考

慮を要する設備がないた

め記載しない。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

固体廃棄物移送容器

は，発電炉特有の設備

であり再処理施設の廃

棄施設では同様の設計

上の考慮を要する設備

がないため記載しな

い。 
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セルにおいて，万一漏えいが起きた場合

は，重力流で高レベル廃液供給槽を収納

するセルに移送する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高レベル廃液処理設備は，分離施設

の分離設備から発生する抽出廃液等を

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より閉じ込め機能を確保できる設計とす

る。◇10  
 

(2) 火災及び爆発の防止 

高レベル廃液濃縮系の高レベル廃液供

給槽及び高レベル廃液濃縮缶は，高レベ

ル廃液の放射線分解により発生する水素

の爆発を適切に防止できる設計とする。 

高レベル廃液濃縮系の高レベル廃液濃縮

缶は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

を適切に防止できる設計とする。◇11  
 

(3) 崩壊熱除去 

高レベル廃液濃縮系の高レベル廃液供

給槽及び高レベル廃液濃縮缶は，崩壊熱

による過度の温度上昇を防止するため，

適切な冷却機能を有する設計とする。

◇10  
 

(4) 単一故障 

高レベル廃液濃縮缶加熱停止回路に係

る遮断弁等の安全上重要な系統及び機器

は，それらを構成する動的機器に単一故

障を仮定しても安全機能が確保できる設

計とする。◇12  
 

(5) 試験及び検査 

高レベル廃液濃縮缶加熱停止回路に係

る遮断弁等の安全上重要な系統及び機器

は，定期的な試験及び検査ができる設計

とする。◇13  
 

7.3.2.2.3 主要設備の仕様 

高レベル廃液濃縮設備の主要設備の仕

様を第 7.3－１表に示す。 

また，高レベル廃液濃縮缶概要図を第

7.3－２図に示す。◇2  

 

7.3.2.2.4 系統構成及び主要設備 

  

高レベル廃液濃縮系は，２系列で構成

し，通常は１系列運転とし，【◇3 】万

一の故障時に備え予備系列を有する設計

とする。⑭-7 

【⑭-7 P37 へ】 

 

アルカリ廃液濃縮系は，１系列で構成

する。◇3  

高レベル廃液処理設備は，分離施設の

分離設備から発生する抽出廃液等を処理

射性廃棄物が漏えいし難い構造であり，

崩壊熱及び放射線の照射により発生する

熱に耐え，かつ，放射性廃棄物に含まれ

る化学薬品の影聾及び不純物の影聾によ

り著しく腐食しない設計とする。 

 

固体廃棄物移送容器は，内部に放射性

廃棄物を入れた場合に，放射線障害を防

止するため，その表面の線量当量率及び

その表面から1 m の距離における線量当

量率が「核燃料物質等の工場又は事業所

の外における運搬に関する規則」に定め

られた線量当量率を超えない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 汚染拡大防止 

1.3.1 流体状の放射性廃棄物の漏えいし

難い構造及び漏えいの拡大防止 

放射性液体廃棄物処理施設内部又は内

包する放射性廃棄物の濃度が 37 Bq/cm3 

を超える放射性液体廃棄物貯蔵施設内部

のうち，流体状の放射性廃棄物の漏えい

が拡大するおそれがある部分の漏えいし

難い構造，漏えいの拡大防止，堰につい

ては，次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 漏えいし難い構造 

全ての床面，適切な高さまでの壁面及

びその両者の接合部は，耐水性を有する

設計とし，流体状の放射性廃棄物が漏え

いし難い構造とする。また，その貫通部

は堰の機能を失わない構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の記載は規則要求の展開であり，当社

では第 10 条（閉じ込めの機能）及び第 26 条

（使用済燃料等による汚染の防止）の基本設

計方針に同様の趣旨を記載しているため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社では第 26 条（使用済燃料等による汚

染の防止）の基本設計方針にて建屋の床及

び壁の表面を除染が容易で腐食し難い材料

（樹脂系塗料等）で仕上げる設計とするこ

ととしており，発電炉の記載と同様の趣旨

を記載しているため。 
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処理することが可能な能力を有する設

計とする。⑭-3 

5.2.1.1.1 高レベル廃液濃縮系 

 

高レベル廃液濃縮系は，分離施設の分

離設備の抽出廃液供給槽からの抽出廃

液，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備

の蒸発缶から発生し分離施設の分離設備

の抽出廃液供給槽を経た濃縮液，気体廃

棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固

化廃ガス処理設備の廃ガス洗浄液槽から

発生し分離施設の分離設備の抽出廃液供

給槽を経た廃ガス洗浄廃液等を高レベル

廃液供給槽に受け入れた後，連続的に高

レベル廃液濃縮缶に供給する設計とす

る。⑭-4 

 

高レベル廃液濃縮缶では，減圧下で蒸

発・濃縮した後，濃縮液（以下「高レベ

ル濃縮廃液」という。）については，ス

チームジェットポンプで高レベル廃液貯

蔵設備の高レベル濃縮廃液一時貯槽，高

レベル濃縮廃液貯槽又は高レベル廃液共

用貯槽へ移送する設計とする。⑭-5 

 

また，蒸発蒸気は，高レベル廃液濃縮

缶凝縮器で冷却・凝縮後，凝縮液は酸及

び溶媒の回収施設の第 1酸回収系の第 1

供給槽又は第 2供給槽へ移送し，廃ガス

は減衰器で放射能を減衰した後，気体廃

棄物の廃棄施設の分離建屋塔槽類廃ガス

処理設備へ移送する設計とする。⑭-6 

 

 

高レベル廃液処理設備の高レベル廃液

濃縮缶は、高レベル廃液濃縮缶の加熱・

冷却コイル及び加熱・冷却ジャケットに

供給する加熱蒸気の温度を加熱蒸気の圧

力により制御し，温度計により監視し，

温度高により警報を発する設計とする。

また，蒸気発生器へ供給する一次蒸気の

流量の増大による TBP 等の錯体の急激な

分解反応への拡大を防止するため，加熱

蒸気の温度が制限値を超えないように，

高レベル廃液濃縮缶加熱停止回路によ

り，多様化した遮断弁を閉じる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

することが可能な能力を有する。⑭-3 

(１) 系統構成 

ａ．高レベル廃液濃縮系 

 

高レベル廃液濃縮系は，分離施設の分

離設備の抽出廃液供給槽からの抽出廃

液，酸及び溶媒の回収施設の酸回収設備

の蒸発缶から発生し分離施設の分離設備

の抽出廃液供給槽を経た濃縮液，気体廃

棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固

化廃ガス処理設備の廃ガス洗浄液槽から

発生し分離施設の分離設備の抽出廃液供

給槽を経た廃ガス洗浄廃液等を高レベル

廃液供給槽に受け入れた後，流量約３ｍ

３／ｈ，硝酸濃度約３ｍｏｌ／Ｌで

【◇16 】連続的に高レベル廃液濃縮缶に

供給する。⑭-4 

高レベル廃液濃縮缶では，減圧下で蒸

発・濃縮した後，濃縮液（以下 7.では

【◇2 】「高レベル濃縮廃液」とい

う。）は，硝酸濃度を約２ｍｏｌ／Ｌに

調整し【◇16 】スチームジェットポンプ

で高レベル廃液貯蔵設備の高レベル濃縮

廃液一時貯槽，高レベル濃縮廃液貯槽又

は高レベル廃液共用貯槽へ移送する。⑭

-5 

また，蒸発蒸気は，高レベル廃液濃縮

缶凝縮器で冷却・凝縮後，凝縮液は酸及

び溶媒の回収施設の第１酸回収系の第１

供給槽又は第２供給槽へ移送し，廃ガス

は減衰器で放射能を減衰した後，気体廃

棄物の廃棄施設の分離建屋塔槽類廃ガス

処理設備へ移送する。⑭-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 漏えいの拡大防止 

床面は，床面の傾斜又は床面に設けら

れた溝の傾斜により流体状の放射性廃棄

物が排液受け口に導かれる構造とし，か

つ，気体状のものを除く流体状の放射性

廃棄物を処理又は貯蔵する設備の周辺部 

には，堰又は堰と同様の効果を有するも

のを施設し，流体状の放射性廃棄物の漏

えいの拡大を防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 放射性廃棄物処理施設に係る堰の施

設 

放射性廃棄物処理施設外に通じる出入

口又はその周辺部には，堰を施設するこ

とにより，流体状の放射性廃棄物が施設

外へ漏えいすることを防止する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

施設外へ漏えいすることを防止するた

めの堰は，処理する設備に係わる配管に

ついて，長さが当該設備に接続される配

管の内径の1／2，幅がその配管の肉厚の

1／2 の大きさの開口を当該設備と当該

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の放射性廃棄物処理施設に係る堰に

ついては，第 10 条（閉じ込めの機能）の基

本設計方針にて同様の趣旨を記載している

ため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の放射性廃棄物処理施設に係る堰につい

ては，第 10 条（閉じ込めの機能）の基本設計

方針にて同様の趣旨を記載しているため。 

また，堰の能力については第 10 条の添付書類

にて説明するため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の放射性廃棄物処理施設に係る堰につい

ては，第 10 条（閉じ込めの機能）の基本設計

方針にて同様の趣旨を記載しているため。 

また，堰の能力については第 10 条の添付書類

にて説明するため。 

【「等」の解説】 

「廃ガス洗浄廃液等」の指す内容

は，高レベル廃液処理設備へ移送

する廃液を総称した記載であり許

可の記載のままとした。 
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高レベル廃液処理設備の高レベル廃液

濃縮缶凝縮器は、高レベル廃液濃縮缶凝

縮器での冷却能力の低下による放射性物

質の放出の有意な増加を防止するため，

高レベル廃液濃縮缶凝縮器の排気出口温

度を監視し，温度高により警報を発し，

さらに，多様化した遮断弁を閉じること

により，加熱を停止する設計とする。 

 

 

 

 

高レベル廃液濃縮系を構成する高レベ

ル廃液濃縮缶内の温度計保護管は，濃縮

缶側から保護管内先端部にかかる圧力以

上に保護管の内部をその他再処理設備の

附属施設の一般圧縮空気系により加圧で

きる設計とする。⑮ 

 

高レベル廃液濃縮系のうち，高レベル

濃縮高レベル廃液供給槽，高レベル廃液

濃縮缶，高レベル廃液濃縮缶凝縮器及び

一部の配管については，万一の故障時に

備え長期予備を有する設計とする。⑭-7 

 

5.2.1.1.2 アルカリ廃液濃縮系 

 

アルカリ廃液濃縮系は，酸及び溶媒の

回収施設の溶媒回収設備の溶媒再生系の

分離・分配系の第 1洗浄器，プルトニウ

ム精製系の第 1洗浄器等からアルカリ廃

液をアルカリ廃液供給槽に受け入れた

後，アルカリ廃液濃縮缶に供給する設計

とする。⑭-8 

アルカリ廃液濃縮缶で蒸発・濃縮した

濃縮液（以下「アルカリ濃縮廃液」とい

う。）についてはスチームジェットポン

プで高レベル廃液貯蔵設備のアルカリ濃

縮廃液貯槽又は高レベル廃液共用貯槽へ

移送する設計とする。⑭-9 

また，蒸発蒸気については，アルカリ

廃液濃縮缶凝縮器で冷却・凝縮後，低レ

ベル廃液処理設備の第 1低レベル廃液処

理系の第 1低レベル第１廃液受槽等へ移

送する設計とする。⑭-10 

 

 

 

 

高レベル廃液処理設備のアルカリ廃液

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお，高レベル廃液濃縮缶内の温度計

保護管は，濃縮缶側から保護管内先端部

にかかる圧力以上に保護管の内部をその

他再処理設備の附属施設の一般圧縮空気

系により加圧できる設計とする。⑮ 

【⑮ P42 から】 

 

 高レベル廃液濃縮系は，２系列で構成

し，通常は１系列運転とし，【◇3 】万

一の故障時に備え予備系列を有する設計

とする。⑭-7 

【⑭-7 P36 から】 

 

ｂ．アルカリ廃液濃縮系 

 

アルカリ廃液濃縮系は，酸及び溶媒の

回収施設の溶媒回収設備の溶媒再生系の

分離・分配系の第１洗浄器，プルトニウ

ム精製系の第１洗浄器等からアルカリ廃

液をアルカリ廃液供給槽に受け入れた

後，約 0.2ｍ３／ｈで【◇16 】アルカリ廃

液濃縮缶に供給する。⑭-8 

アルカリ廃液濃縮缶で蒸発・濃縮した

濃縮液（以下「アルカリ濃縮廃液」とい

う。）はスチームジェットポンプで高レ

ベル廃液貯蔵設備のアルカリ濃縮廃液貯

槽又は高レベル廃液共用貯槽へ移送す

る。⑭-9 

また，蒸発蒸気は，アルカリ廃液濃縮

缶凝縮器で冷却・凝縮後，低レベル廃液

処理設備の第１低レベル廃液処理系の第

１低レベル第１廃液受槽等へ移送する。

⑭-10 

 

(2) 主要設備 

高レベル廃液濃縮設備の主要機器は，

ステンレス鋼を用い，接液部は溶接構造

等の設計とする。また，機器を収納する

配管との接合部近傍に仮定したとき，開

口からの流体状の放射性廃棄物の漏えい

量のうち 大の漏えい量をもってして

も，流体状の放射性廃棄物の漏えいが広

範囲に拡大することを防止する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この場合の仮定は堰の能力を算定する

ためにのみに設けるものであり，開口は

施設内の貯蔵設備に 1 ヶ所想定し，漏

えい時間は漏えいを適切に止めることが

できるまでの時間とし，床ドレンファン

ネルの排出機能を考慮する。床ドレンフ

ァンネルは，その機能が確実なものとな

るように設計する。 

 

(「(4) 放射性廃棄物貯蔵施設に係る堰
の施設」の項は省略)  
 

(「1.3.2 固体状の放射性廃棄物の汚染
拡大防止」の項は省略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の放射性廃棄物処理施設に係る堰に

ついては，第 10 条（閉じ込めの機能）の基

本設計方針にて同様の趣旨を記載している

ため。 

また，堰の能力については第 10 条の添付書

類にて説明するため。 

【「等」の解説】 

「酸及び溶媒の回収施設の溶媒回

収設備の溶媒再生系の分離・分配

系の第 1 洗浄器，プルトニウム精

製系の第 1洗浄器等」の指す内容

は，当該設備にて処理するアルカ

リ廃液が発生する機器の総称とし

て示した記載であり許可の記載の

ままとした。 

【「等」の解説】 

「第 1低レベル第１廃液受槽等」

の指す内容は，アルカリ廃液濃縮

缶凝縮器で発生する凝縮液を受け

入れる低レベル廃液処理設備の第

1 低レベル廃液処理系の主要な槽

の総称として示した記載であり許

可の記載のままとした。 
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濃縮缶凝縮器は、アルカリ廃液濃縮缶凝

縮器排気側出口に温度計を設置し，アル

カリ廃液濃縮缶凝縮器での冷却能力の低

下によって，廃ガスの温度が異常に上昇

した場合に温度高により警報を発する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セルの床には，ステンレス鋼製の漏えい

液受皿を設置し，漏えい検知装置により

漏えいを検知する設計とする。⑥-12 

漏えいした液体状の放射性物質は，ス

チームジェットポンプ等で高レベル廃液

貯蔵設備の高レベル濃縮廃液貯槽，分離

建屋一時貯留処理設備の第 10 一時貯留

処理槽等に移送する設計とする。⑥-13 

なお，高レベル廃液供給槽を収納する

セルにおいて，万一漏えいが起きた場合

は，漏えいした液体状の放射性物質が沸

騰するおそれがあるため，高レベル廃液

供給槽を収納するセルの漏えい検知装置

を多重化するとともに，漏えい液の移送

のための，スチームジェットポンプの蒸

気は，その他再処理設備の附属施設の安

全蒸気系からも供給できる設計とする。

◇10  
また，高レベル廃液濃縮缶を収納する

セルにおいて，万一漏えいが起きた場合

は，重力流で高レベル廃液供給槽を収納

するセルに移送する設計とする。◇10  
高レベル廃液濃縮設備の主要機器は，

気体廃棄物の廃棄施設の分離建屋塔槽類

廃ガス処理設備等に接続し，負圧を維持

する設計とする。◇10  
高レベル廃液濃縮系の高レベル廃液供

給槽及び高レベル廃液濃縮缶は，その他

再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系

から空気を適切に供給し，廃液の放射線

分解により発生する水素を可燃限界濃度

未満に抑制する設計とするとともに，接

地する。さらに，機器内及びそれらの機

器等を収納するセルは着火源を排除する

設計とする。◇11  
高レベル廃液濃縮系の高レベル廃液供

給槽は，その他再処理設備の附属施設の

安全冷却水系から冷却コイルに冷却水を

供給することにより，崩壊熱を除去する

設計とする。また高レベル廃液濃縮系の

高レベル廃液濃縮缶は，その他再処理設

備の附属施設の安全冷却水系から加熱・

冷却コイル及び加熱・冷却ジャケットに

冷却水を供給することにより，崩壊熱を

除去する設計とする。◇11  
安全上重要な高レベル廃液濃縮缶加熱

停止回路に係る遮断弁は，その単一故障

を仮定してもＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応を防止できるように，多様化する

設計とする。◇11 ,◇12  
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安全上重要な高レベル廃液濃縮缶の加

熱蒸気と冷却水の切替弁は，その単一故

障を仮定しても高レベル廃液濃縮缶の崩

壊熱を除去できるように，冷却水系を多

重化する設計とする。◇10 ,◇11  
なお，その他核種について高レベル廃

液濃縮缶の除染係数は 2,000 以上，ア

ルカリ廃液濃縮缶の除染係数は 11,000

以上得られる設計とする。◇4  

ａ．高レベル廃液供給槽 

高レベル廃液供給槽は，内包する廃液

の崩壊熱を除去するため，冷却コイルを

設置し，その他再処理設備の附属施設の

安全冷却水系から冷却水を供給する設計

とする。冷却コイルは２系列で構成し，

各系列は１系列だけで高レベル廃液供給

槽の崩壊熱を除去できる能力を有する設

計とする。◇10  
また，高レベル廃液供給槽は，廃液の

放射線分解により発生する水素を希釈す

るために，その他再処理設備の附属施設

の安全圧縮空気系から空気を適切に供給

する設計とする。◇11  
 

ｂ．高レベル廃液濃縮缶 

高レベル廃液濃縮缶は，内包する廃液

の崩壊熱を除去するため，必要に応じて

加熱・冷却コイル及び加熱・冷却ジャケ

ットに，その他再処理設備の附属施設の

安全冷却水系から冷却水を適切に供給す

る設計とする。◇10  
冷却系は，加熱・冷却コイル及び加

熱・冷却ジャケットの組合せにより２系

列で構成し，各系列は１系列で高レベル

廃液濃縮缶の崩壊熱を除去できる設計と

する。◇10  
高レベル廃液濃縮缶は，廃液の放射線

分解によって発生する水素を希釈するた

めに，その他再処理設備の附属施設の安

全圧縮空気系から空気を適切に供給する

設計とする。◇11  
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なお，高レベル廃液濃縮缶内の温度計

保護管は，濃縮缶側から保護管内先端部

にかかる圧力以上に保護管の内部をその

他再処理設備の附属施設の一般圧縮空気

系により加圧できる設計とする。⑮ 

【⑮ P39 へ】 

 

高レベル廃液濃縮缶は，ＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応を防止するため，供

給する廃液のうち，分離施設の分離設備

から発生するＴＢＰを含む可能性のある

抽出廃液については，分離設備において

ＴＢＰを除去する。また，高レベル廃液

濃縮缶の加熱・冷却コイル及び加熱・冷

却ジャケットに供給する約 130℃の加熱

蒸気の温度は,加熱蒸気の圧力により制

御し，温度計により監視し，温度高によ

り警報を発し，さらに高レベル廃液濃縮

缶加熱停止回路により，多様化した遮断

弁を閉じることにより，加熱蒸気の温度

が 135℃を超えない設計とする。高レベ

ル廃液濃縮缶は，約 50℃と運転温度を

低くして腐食し難い環境とするため，廃

ガス流量を調整することにより缶内圧力

を約７ｋＰa[abs]に制御し，減圧下で蒸

発操作する設計とする。また，圧力高に

より警報を発するとともに，自動で加熱

蒸気を遮断する設計とする。高レベル廃

液濃縮缶の液位を制御，監視し，液位低

により警報を発するとともに，自動で加

熱蒸気を遮断する設計とする。◇11  
 

ｃ．高レベル廃液濃縮缶凝縮器 

高レベル廃液濃縮缶凝縮器は，高レベ

ル廃液濃縮缶の蒸発蒸気を冷却・凝縮す

るためのものであり，高レベル廃液濃縮

缶凝縮器に供給する冷却水が停止し凝縮

機能が低下することによる放射性物質の

放出の有意な増加を防止するため，高レ

ベル廃液濃縮缶凝縮器の排気出口温度

（通常約 30℃) を監視し，温度高によ

り警報を発し，さらに，多様化した遮断

弁を閉じることにより，加熱を停止する

設計とする。◇11  
7.3.2.2.5 試験・検査 

安全上重要な高レベル廃液濃縮缶加熱

停止回路に係る遮断弁及び高レベル廃液

濃縮缶の加熱蒸気と冷却水の切替弁は，

運転停止時に信号を入力することにより
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試験及び検査を実施する。 

高レベル廃液濃縮缶等の機器は，据付

検査，外観検査等の品質保証活動のもと

に据付けを行う。 

高レベル廃液濃縮系の高レベル廃液濃

縮缶の加熱蒸気配管の遮断弁等は，室内

の作業者が容易に接近できる場所に配置

する。◇13  
7.3.2.2.6 評 価 

(1) 閉じ込め 

高レベル廃液濃縮設備の放射性物質を

内包する主要機器は，腐食し難いステン

レス鋼を用い，かつ，接液部は溶接構造

等で漏えいし難い設計とし，さらに，気

体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理

設備により負圧を維持する設計としてい

るので，閉じ込め機能を確保できる。 

また，高レベル廃液濃縮缶は，減圧蒸

発法を採用し運転温度を低くして腐食し

難い環境としている。 

高レベル廃液濃縮設備の主要機器を収

納するセルの床には，漏えい検知装置を

備えた漏えい液受皿を設置し，漏えいし

た廃液を高レベル廃液貯蔵設備の高レベ

ル濃縮廃液貯槽等に移送する設計として

いるので，万一の放射性廃液の漏えいを

想定しても，その拡大を防止できる。

◇10  
(2) 火災及び爆発の防止 

高レベル廃液濃縮系の高レベル廃液供

給槽及び高レベル廃液濃縮缶は，その他

再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系

から空気を適切に供給し，溶液の放射線

分解により発生する水素を，可燃限界濃

度未満に抑制する設計とし，さらに，こ

れらの機器を接地する設計としているの

で爆発を防止できる。 

高レベル廃液濃縮系の高レベル廃液濃

縮缶は，供給する廃液のうち，ＴＢＰを

含む可能性のある分離施設の分離設備か

ら発生する抽出廃液については，分離設

備においてＴＢＰ洗浄を行うとともに，

高レベル廃液濃縮缶加熱停止回路により

高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気の温度を

135℃以下に制限する設計としているの

で，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を

防止できる。◇11  
 (3) 崩壊熱除去 

高レベル廃液濃縮系の高レベル廃液供

給槽には冷却コイルを，高レベル廃液濃
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5.2.1.2 高レベル廃液貯蔵設備 

 

 

高レベル廃液貯蔵設備は，高レベル濃

縮廃液貯蔵系，不溶解残渣廃液貯蔵系，

アルカリ濃縮廃液貯蔵系及び共用貯蔵系

で構成する。⑭-11 

 

高レベル廃液貯蔵設備の機器を収納す

るセルの床には，管からのセルへの漏え

いの拡大を防止するために，ステンレス

鋼製の漏えい液受皿を設置し，漏えい検

知装置により漏えいを検知する設計とす

る。漏えいした液体状の放射性物質は，

スチームジェットポンプで高レベル廃液

共用貯槽等に移送する設計とする。 

高レベル濃縮廃液貯槽，不溶解残渣廃

液貯槽，高レベル廃液共用貯槽，高レベ

ル濃縮廃液一時貯槽及び不溶解残渣廃液

一時貯槽を収納するセルにおいて，万一

漏えいが起きた場合は漏えいした液体状

の放射性物質が沸騰するおそれがあるた

め，漏えい検知装置を多重化するととも

に,漏えい液の移送のためのスチームジ

ェットポンプの蒸気は,その他再処理設

備の附属施設の安全蒸気系から適切に供

給できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

縮缶には，加熱・冷却コイル及び加熱・

冷却ジャケットをそれぞれ設置し，その

他再処理設備の附属施設の安全冷却水系

により冷却水を適切に供給する設計とし

ているので崩壊熱を除去できる。◇10  
(4) 単一故障 

高レベル廃液濃縮缶加熱停止回路に係

る遮断弁は，多様化しているので，遮断

弁に単一故障を仮定してもＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応を防止できる。高レ

ベル廃液濃縮缶の加熱蒸気と冷却水の切

替弁は，冷却系を多重化しているので，

切替弁の単一故障を仮定しても高レベル

廃液濃縮缶の崩壊熱を除去できる。◇12  
(5) 試験及び検査 

高レベル廃液濃縮缶加熱停止回路に係

る遮断弁及び高レベル廃液濃縮缶の加熱

蒸気と冷却水の切替弁は，定期的な試験

及び検査ができる。◇13  
 

 

7.3.2.3 高レベル廃液貯蔵設備 

7.3.2.3.1 概 要 

 

高レベル廃液貯蔵設備は，高レベル濃

縮廃液貯蔵系，不溶解残渣廃液貯蔵系，

アルカリ濃縮廃液貯蔵系及び共用貯蔵系

で構成する。⑭-11 

 

 

高レベル濃縮廃液貯蔵系は，高レベル

廃液濃縮設備の高レベル廃液濃縮系から

発生する高レベル濃縮廃液を貯蔵する系

である。◇1  

 

不溶解残渣廃液貯蔵系は，溶解施設の

清澄・計量設備から発生する不溶解残渣

廃液を貯蔵する系である。◇1  

 

アルカリ濃縮廃液貯蔵系は，高レベル

廃液濃縮設備のアルカリ廃液濃縮系から

発生するアルカリ濃縮廃液及び分離施設

の分離建屋一時貯留処理設備からのアル

カリ洗浄廃液を貯蔵する系である。◇1  

 

共用貯蔵系は，高レベル濃縮廃液，不

溶解残渣廃液，アルカリ濃縮廃液及びア

ルカリ洗浄廃液を貯蔵する系である。

◇1  
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高レベル廃液貯蔵設備は，高レベル廃

液を貯蔵する能力を有する設計とする。

⑭-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高レベル廃液貯蔵設備系統概要図を第

7.3－３図に示す。◇2  

 

7.3.2.3.2 設計方針 

(1) 閉じ込め 

高レベル廃液貯蔵設備の放射性物質を

内包する機器は，腐食し難い材料を使用

し，かつ，漏えいし難い構造とするとと

もに，万一放射性物質が漏えいした場合

にも漏えいの拡大を防止し安全に処置で

きる設計とする。また，気体廃棄物の廃

棄施設で負圧を維持することにより閉じ

込め機能を確保できる設計とする。◇10  
(2) 火災及び爆発の防止 

高レベル廃液貯蔵設備の高レベル濃縮

廃液貯槽，不溶解残渣廃液貯槽等は，廃

液の放射線分解により発生する水素の爆

発を適切に防止できる設計とする。◇11  
(3) 崩壊熱除去 

高レベル廃液貯蔵設備の高レベル濃縮

廃液貯槽，不溶解残渣廃液貯槽，高レベ

ル廃液共用貯槽，高レベル濃縮廃液一時

貯槽及び不溶解残渣廃液一時貯槽は，崩

壊熱による過度の温度上昇を防止するた

め，適切な冷却機能を有する設計とす

る。◇10  
 

7.3.2.3.3 主要設備の仕様 

高レベル廃液貯蔵設備の主要設備の仕

様を第 7.3－２表に示す。 

また，高レベル濃縮廃液貯槽概要図を

第 7.3－４図に示す。◇2  

 

7.3.2.3.4 系統構成及び主要設備 

(1) 系統構成 

高レベル廃液貯蔵設備は，高レベル廃

液貯槽６基，高レベル廃液一時貯槽４基

等で構成する。◇3  

高レベル廃液貯蔵設備は，高レベル廃

液を約 500ｍ３【◇4 】貯蔵する能力を有

する。⑭-12 
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5.2.1.2.1 高レベル濃縮廃液貯蔵系 

 

高レベル濃縮廃液貯蔵系は，高レベル

濃縮廃液一時貯槽及び高レベル濃縮廃液

貯槽で構成し，高レベル廃液濃縮設備の

高レベル廃液濃縮缶から高レベル濃縮廃

液等を高レベル濃縮廃液一時貯槽に受け

入れた後，スチームジェットポンプで固

体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラ

ス固化設備の高レベル廃液混合槽へ移送

するか又は高レベル濃縮廃液貯槽に移送

し貯蔵する設計とする。また，高レベル

濃縮廃液貯槽に貯蔵した高レベル濃縮廃

液については，スチームジェットポンプ

で高レベル濃縮廃液一時貯槽へ移送した

後，固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃

液ガラス固化設備の高レベル廃液混合槽

へ移送する設計とする。⑭-13 

 

5.2.1.2.2 不溶解残渣廃液貯蔵系 

 

不溶解残渣廃液貯蔵系は，不溶解残渣

廃液一時貯槽及び不溶解残渣廃液貯槽で

構成し，溶解施設の清澄・計量設備の不

溶解残渣回収槽から不溶解残渣廃液を不

溶解残渣廃液一時貯槽に受け入れた後,

スチームジェットポンプで固体廃棄物の

廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化設備

の高レベル廃液混合槽へ移送するか又は

不溶解残渣廃液貯槽に移送し貯蔵する設

計とする。また，不溶解残渣廃液貯槽に

貯蔵した不溶解残渣廃液は，スチームジ

ェットポンプで不溶解残渣廃液一時貯槽

へ移送した後，固体廃棄物の廃棄施設の

高レベル廃液ガラス固化設備の高レベル

廃液混合槽へ移送する設計とする。⑭-

14 

 

5.2.1.2.3 アルカリ濃縮廃液貯蔵系 

 

アルカリ濃縮廃液貯蔵系は，高レベル

廃液濃縮設備のアルカリ廃液濃縮缶から

のアルカリ濃縮廃液及び分離施設の分離

建屋一時貯留処理設備の第 10 一時貯留

処理槽等からのアルカリ洗浄廃液をアル

カリ濃縮廃液貯槽に受け入れ貯蔵し，ま

た，アルカリ濃縮廃液及びアルカリ洗浄

廃液をアルカリ濃縮廃液貯槽から,スチ

ームジェットポンプで固体廃棄物の廃棄

施設の高レベル廃液ガラス固化設備のア

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．高レベル濃縮廃液貯蔵系 

 

高レベル濃縮廃液貯蔵系は，高レベル

濃縮廃液一時貯槽及び高レベル濃縮廃液

貯槽で構成し，高レベル廃液濃縮設備の

高レベル廃液濃縮缶から高レベル濃縮廃

液等を高レベル濃縮廃液一時貯槽に受け

入れた後，スチームジェットポンプで固

体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラ

ス固化設備の高レベル廃液混合槽へ移送

するか，又は高レベル濃縮廃液貯槽に移

送し貯蔵する系である。また，高レベル

濃縮廃液貯槽に貯蔵した高レベル濃縮廃

液は，スチームジェットポンプで高レベ

ル濃縮廃液一時貯槽へ移送した後，固体

廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス

固化設備の高レベル廃液混合槽へ移送す

る。⑭-13 

 

ｂ．不溶解残渣廃液貯蔵系 

 

不溶解残渣廃液貯蔵系は，不溶解残渣

廃液一時貯槽及び不溶解残渣廃液貯槽で

構成し，溶解施設の清澄・計量設備の不

溶解残渣回収槽から不溶解残渣廃液を不

溶解残渣廃液一時貯槽に受け入れた後,

スチームジェットポンプで固体廃棄物の

廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化設備

の高レベル廃液混合槽へ移送するか，又

は不溶解残渣廃液貯槽に移送し貯蔵する

系である。また，不溶解残渣廃液貯槽に

貯蔵した不溶解残渣廃液は，スチームジ

ェットポンプで不溶解残渣廃液一時貯槽

へ移送した後，固体廃棄物の廃棄施設の

高レベル廃液ガラス固化設備の高レベル

廃液混合槽へ移送する。⑭-14 

 

 

ｃ．アルカリ濃縮廃液貯蔵系 

 

アルカリ濃縮廃液貯蔵系は，高レベル

廃液濃縮設備のアルカリ廃液濃縮缶から

のアルカリ濃縮廃液及び分離施設の分離

建屋一時貯留処理設備の第 10 一時貯留

処理槽等からのアルカリ洗浄廃液をアル

カリ濃縮廃液貯槽に受け入れ貯蔵し，ま

た，アルカリ濃縮廃液及びアルカリ洗浄

廃液をアルカリ濃縮廃液貯槽から,スチ

ームジェットポンプで固体廃棄物の廃棄

施設の高レベル廃液ガラス固化設備のア

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「高レベル濃縮廃液等」の指す内

容は，高レベル廃液処理設備へ移

送する廃液（高レベル濃縮廃液、

洗浄液その他）を総称した記載で

あり許可の記載のままとした。 

【「等」の解説】 

「第 10 一時貯留処理槽等」の指

す内容は，当該設備にて処理する

アルカリ洗浄廃液を受け入れる主

要な槽の総称として示した記載で

あり許可の記載のままとした。 
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ルカリ濃縮廃液中和槽へ移送する設計と

する。⑭-15 

 

5.2.1.2.4 共用貯蔵系 

 

共用貯蔵系は，高レベル濃縮廃液，不

溶解残渣廃液，アルカリ濃縮廃液及びア

ルカリ洗浄廃液を高レベル廃液共用貯槽

に受け入れ貯蔵し，また，スチームジェ

ットポンプで固体廃棄物の廃棄施設の高

レベル廃液ガラス固化設備へ移送する設

計とする。⑭-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルカリ濃縮廃液中和槽へ移送する系であ

る。⑭-15 

 

ｄ．共用貯蔵系 

 

共用貯蔵系は，高レベル濃縮廃液，不

溶解残渣廃液，アルカリ濃縮廃液及びア

ルカリ洗浄廃液を高レベル廃液共用貯槽

に受け入れ貯蔵し，また，スチームジェ

ットポンプで固体廃棄物の廃棄施設の高

レベル廃液ガラス固化設備へ移送する系

である。⑭-16 

 

(２) 主要設備 

高レベル廃液貯蔵設備の主要機器は，

ステンレス鋼を用い，接液部は溶接構造

の設計とする。また，機器を収納するセ

ルの床には，ステンレス鋼製の漏えい液

受皿を設置し，漏えい検知装置により漏

えいを検知する設計とする。漏えいした

液体状の放射性物質は，スチームジェッ

トポンプで高レベル廃液共用貯槽等に移

送する設計とする。◇10  
なお，高レベル濃縮廃液貯槽，不溶解

残渣廃液貯槽，高レベル廃液共用貯槽，

高レベル濃縮廃液一時貯槽及び不溶解残

渣廃液一時貯槽を収納するセルにおい

て，万一漏えいが起きた場合は漏えいし

た液体状の放射性物質が沸騰するおそれ

があるため，漏えい検知装置を多重化す

るとともに,漏えい液の移送のためのス

チームジェットポンプの蒸気は,その他

再処理設備の附属施設の安全蒸気系から

適切に供給できる設計とする。◇10  
高レベル廃液貯蔵設備の主要機器は，

気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処

理設備に接続し，負圧を維持する設計と

する。◇10  
高レベル濃縮廃液貯槽，不溶解残渣廃

液貯槽，高レベル廃液共用貯槽，高レベ

ル濃縮廃液一時貯槽及び不溶解残渣廃液

一時貯槽は，その他再処理設備の附属施

設の安全圧縮空気系から空気を供給し，

廃液の放射線分解で発生する水素を可燃

限界濃度未満に抑制するとともに，接地

する。◇11  
さらに，機器内及びそれらの機器，配

管等を収容するセルは着火源を排除する

設計とする。◇11  
高レベル濃縮廃液貯槽，不溶解残渣廃
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液貯槽，高レベル廃液共用貯槽，高レベ

ル濃縮廃液一時貯槽及び不溶解残渣廃液

一時貯槽は，２系列の冷却コイル又は冷

却ジャケットを設置し，その他再処理設

備の附属施設の安全冷却水系から冷却水

を供給し，崩壊熱を除去する設計とす

る。◇10  
ａ．高レベル廃液貯槽 

(ａ) 高レベル濃縮廃液貯槽 

高レベル濃縮廃液貯槽は，内包する高

レベル濃縮廃液の崩壊熱を除去するため

冷却コイルを設置する。◇10  
冷却コイルは，２系列で構成し，各系

列は，それぞれ複数の冷却コイルを有す

る。さらに，廃液かくはん用にかくはん

装置を設ける。◇10  
また，高レベル濃縮廃液貯槽は，廃液

の放射線分解によって発生する水素を希

釈するために，その他再処理設備の附属

施設の安全圧縮空気系から空気を供給す

る設計とし，空気流量を測定し流量低に

より警報を発する。◇11  
高レベル濃縮廃液貯槽は，温度計によ

り液温を監視し，温度高により警報を発

する。◇10  
(ｂ) 不溶解残渣廃液貯槽 

不溶解残渣廃液貯槽は，内包する不溶

解残渣廃液の崩壊熱を除去するため冷却

ジャケットを設置する。◇10  
冷却ジャケットは，２系列で構成し，

各系列は，それぞれ複数の冷却ジャケッ

トを有する。さらに，廃液かくはん用に

かくはん装置を設ける。◇10  
また，不溶解残渣廃液貯槽は，廃液の

放射線分解によって発生する水素を希釈

するために，その他再処理設備の附属施

設の安全圧縮空気系から空気を供給する

設計とし，空気流量を測定し流量低によ

り警報を発する。◇11  
不溶解残渣廃液貯槽は，温度計により

液温を監視し，温度高により警報を発す

る。◇10  
(ｃ) 高レベル廃液共用貯槽 

高レベル廃液共用貯槽は，高レベル濃

縮廃液及び不溶解残渣廃液を受け入れた

場合の廃液の崩壊熱を除去するため冷却

コイル及び冷却ジャケットを設置する。

◇10  
冷却コイル及び冷却ジャケットは，２

系列で構成し，各系列は，それぞれ複数
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の冷却コイル及び冷却ジャケットを有す

る。さらに，廃液かくはん用にかくはん

装置を設ける。◇10  
また，高レベル廃液共用貯槽は，廃液

の放射線分解によって発生する水素を希

釈するために，その他再処理設備の附属

施設の安全圧縮空気系から空気を供給す

る設計とし，空気流量を測定し流量低に

より警報を発する。◇11  
高レベル廃液共用貯槽は，温度計によ

り液温を監視し，温度高により警報を発

する。◇10  
ｂ．高レベル廃液一時貯槽 

(ａ) 高レベル濃縮廃液一時貯槽 

高レベル濃縮廃液一時貯槽は，内包す

る高レベル濃縮廃液の崩壊熱を除去する

ため冷却コイルを設置する。◇10  
冷却コイルは，２系列で構成し，各系

列は，それぞれ複数の冷却コイルを有す

る。さらに，廃液かくはん用にかくはん

装置を設ける。◇10  
また，高レベル濃縮廃液一時貯槽は，

廃液の放射線分解によって発生する水素

を希釈するために，その他再処理設備の

附属施設の安全圧縮空気系から空気を供

給する設計とする。◇11  
高レベル濃縮廃液一時貯槽は，必要に

応じて廃液を中和処理できる設計とす

る。◇7  

高レベル濃縮廃液一時貯槽は，液温の

監視用に温度計を設ける。◇10  
(ｂ) 不溶解残渣廃液一時貯槽 

不溶解残渣廃液一時貯槽は，内包する

不溶解残渣廃液の崩壊熱を除去するため

冷却ジャケットを設置する。◇10  
冷却ジャケットは，２系列で構成し，

各系列は，それぞれ複数の冷却ジャケッ

トを有する。さらに，廃液かくはん用に

かくはん装置を設ける。◇10  
また，不溶解残渣廃液一時貯槽は，廃

液の放射線分解によって発生する水素を

希釈するために，その他再処理設備の附

属施設の安全圧縮空気系から空気を供給

する設計とする。◇11  
不溶解残渣廃液一時貯槽は，液温の監

視用に温度計を設ける。◇14  
7.3.2.3.5 試験・検査 

高レベル濃縮廃液貯槽等の機器は，据

付け検査，外観検査等の品質保証活動の

もとに据付けを行う。◇13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 排水路 

 

液体廃棄物処理設備，液体廃棄物貯蔵

設備及びこれらに関連する施設を設ける

建屋の床面下には，発電所外に管理され

ずに排出される排水が流れる排水路を施

設しない設計とする。 

 

 

 

 

 

また，液体廃棄物処理設備，液体廃棄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

工場等外に排水を排出す

る排水路上に放射性廃棄

物処理施設内部の床面が

ないようにすることの要

求は，第 10 条（閉じ込

めの機能）の基本設計方

針にて整理するため，記

載しない。 
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5.2.2 低レベル廃液処理設備 

 

低レベル廃液処理設備は，第 1低レベ

ル廃液処理系，第 2低レベル廃液処理

系，洗濯廃液処理系，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設廃液処理系，油分除

去系，及び海洋放出管理系で構成し，低

レベル廃液をその性状に応じて分類後処

理し，処理後の排水については，放出管

理を行って海洋へ放出する設計とする。

⑯-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2.3.6 評 価 

(1) 閉じ込め 

高レベル廃液貯蔵設備の主要機器は，

腐食し難いステンレス鋼を用い，かつ，

接液部は溶接構造で漏えいし難い設計と

し，さらに，気体廃棄物の廃棄施設の塔

槽類廃ガス処理設備により負圧を維持す

る設計としているので，閉じ込め機能を

確保できる。高レベル廃液貯蔵設備の主

要機器を収納するセルの床には，漏えい

液受皿を設置し，漏えい検知装置により

漏えいを検知し，漏えいした廃液を高レ

ベル廃液共用貯槽等に移送する設計とし

ているので，万一の液体状の放射性物質

の漏えいを想定しても，その拡大を防止

できる。◇10  
(2) 火災及び爆発の防止 

高レベル廃液貯蔵設備の高レベル濃縮

廃液貯槽，不溶解残渣廃液貯槽，高レベ

ル廃液共用貯槽，高レベル濃縮廃液一時

貯槽，不溶解残渣廃液一時貯槽は，その

他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気

系から空気を供給し，廃液の放射線分解

により発生する水素を可燃限界濃度未満

に抑制する設計とし，さらに，これらの

機器を接地しているので爆発を防止でき

る。◇11  
(3) 崩壊熱除去 

高レベル廃液貯蔵設備の高レベル濃縮

廃液貯槽，不溶解残渣廃液貯槽，高レベ

ル廃液共用貯槽，高レベル濃縮廃液一時

貯槽，不溶解残渣廃液一時貯槽は，その

他再処理設備の附属施設の安全冷却水系

から冷却水を供給しているので崩壊熱を

除去できる。◇10  
 

7.3.3 低レベル廃液処理設備 

7.3.3.1 概 要 

低レベル廃液処理設備は，第１低レベ

ル廃液処理系，第２低レベル廃液処理

系，洗濯廃液処理系，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設廃液処理系，油分除

去系，及び海洋放出管理系で構成し，低

レベル廃液をその性状に応じて分類後処

理し，処理後の排水は，放出管理を行っ

て海洋へ放出する。⑯-1 

 

低レベル廃液処理設備のうち，海洋放

出管理系の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用する。◇1  

物貯蔵設備及びこれらに関連する施設を

設ける建屋内部には発電所外に管理され

ずに排出される排水が流れる排水路に通

じる開口部を設けない設計とする。 

【⑤ P35 へ】 
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各施設の管理区域内で発生する廃液の

うち高レベル廃液及び廃溶媒以外の廃液

については，低レベル廃液としてそれぞ

れの建屋に設けた中間貯槽に性状に応じ

て分類して集め，低レベル廃液処理設備

へ移送する設計とする。⑯-2 

 

 

 

 

 

低レベル廃液処理設備は，海洋に放出

する排水中の放射性物質の濃度及び量を

合理的に達成できる限り低くするため

に，廃液の性状に応じて蒸発，ろ過等の

適切な処理を行う設計とする。⑯-3 

低レベル廃液処理設備で処理した処理

水は，放出管理が行える海洋放出管理系

を経て十分な拡散効果を有する海洋放出

口から放出する設計とする。⑯-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各施設の管理区域内で発生する廃液の

うち高レベル廃液及び廃溶媒以外の廃液

は，低レベル廃液としてそれぞれの建屋

に設けた中間貯槽に性状に応じて分類し

て集め，低レベル廃液処理設備へ移送す

る。⑯-2 

低レベル廃液処理設備系統概要図を第

7.3－５図に示す。◇2  

 

7.3.3.2 設計方針 

(1) 放射性物質の放出低減 

ａ．低レベル廃液処理設備は，海洋に放

出する排水中の放射性物質の濃度及び量

を合理的に達成できる限り低くするため

に，廃液の性状に応じて蒸発，ろ過等の

適切な処理を行う設計とする。⑯-3 

ｂ．低レベル廃液処理設備で処理した処

理水は，放出管理が行える海洋放出管理

系を経て十分な拡散効果を有する海洋放

出口から放出する設計とする。⑯-4 

 (2) 閉じ込め 

低レベル廃液処理設備の放射性物質を

内包する機器は，腐食し難い材料を使用

し，かつ，漏えいし難い構造とするとと

もに，万一放射性物質が漏えいした場合

にも漏えいの拡大を防止し安全に処置で

きる設計とする。◇10  
(3) 共 用 

低レベル廃液処理設備のうち，ＭＯＸ

燃料加工施設で濃度限度以下であること

を確認した排水を第１放出前貯槽に受け

入れ，海洋放出管を経て海洋に放出する

までの排水が通過する経路は，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用する設計とし，ＭＯＸ

燃料加工施設において故障その他の異常

が発生した場合は，排水を第１放出前貯

槽に受け入れる経路上に設置する弁を閉

止することにより，ＭＯＸ燃料加工施設

からの波及的影響を及ぼさない設計とす

ることで，共用によって再処理施設の安

全性を損なわない設計とする。◇1  

(4) その他 

低レベル廃液処理設備のうち使用済燃

料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，再処

理設備本体の運転開始に先立ち使用でき

る設計とする。◇6  

 

7.3.3.3 主要設備の仕様 

低レベル廃液処理設備の主要設備の仕

様を第 7.3－３表に示す。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「蒸発，ろ過処理等」の指す内容

は，低レベル廃液処理設備での主

要な処理（蒸発、ろ過、ｐH調整

その他）を総称した記載であり許

可の記載のままとした。 
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低レベル廃液処理設備は，各施設から

発生する低レベル廃液を処理することが

可能な能力を有する設計とする。⑯-5 

 

また，低レベル廃液処理設備で処理し

た低レベル廃液を海洋放出できる能力を

有する設計する。⑯-6 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.1 第１低レベル廃液処理系 

 

第 1 低レベル廃液処理系は，高レベル

廃液処理設備のアルカリ廃液濃縮缶凝縮

器からの凝縮液，酸及び溶媒の回収施設

の溶媒回収設備の溶媒再生系のウラン精

製系の第 2洗浄器等から受け入れた廃

液，その他再処理設備の附属施設の分析

設備の廃液，各施設からの床ドレン等及

び六ヶ所保障措置分析所内の貯留容器に

て一時貯留し，六ヶ所保障措置分析所が

法令に定める周辺監視区域外の水中の濃

度限度以下であることを確認した排水を

第 1低レベル第 1廃液受槽等に受け入

れ，第 1低レベル廃液蒸発缶で蒸発濃縮

する設計とする。⑯-7 

第 1 低レベル廃液蒸発缶の濃縮液は，

固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃

棄物処理設備の乾燥装置へ移送し，凝縮

液については第 2低レベル廃液処理系の

第 2低レベル廃液受槽へ移送する設計と

する。⑯-8 

 

5.2.2.2 第２低レベル廃液処理系 

 

第 2 低レベル廃液処理系は，酸及び溶

媒の回収施設の第 1酸回収系の精留塔及

び第 2酸回収系の精留塔からの回収した

水，第 1低レベル廃液処理系の第 1低レ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，低レベル廃液処理設備のうち使

用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理

系及び海洋放出管理系の一部は，再処理

設備本体の運転開始に先立ち使用でき

る。◇6  

7.3.3.4 系統構成及び主要設備 

低レベル廃液処理設備は，１系列（一

部２系列）で構成し，【◇3 】処理能力

は，【◇1 】各施設から発生する低レベ

ル廃液を処理することが可能な能力を有

する。⑯-5 

また，低レベル廃液処理設備で処理し

た低レベル廃液を約 100ｍ３／ｈで

【◇4 】海洋放出できる能力を有する。

⑯-6 

低レベル廃液処理設備のうち使用済燃

料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，再処

理設備本体の運転開始に先立ち使用でき

る設計とする。◇6  

 

(1) 系統構成 

ａ．第１低レベル廃液処理系 

 

第１低レベル廃液処理系は，高レベル

廃液処理設備のアルカリ廃液濃縮缶凝縮

器からの凝縮液，酸及び溶媒の回収施設

の溶媒回収設備の溶媒再生系のウラン精

製系の第２洗浄器等から受け入れた廃

液，その他再処理設備の附属施設の分析

設備の廃液，各施設からの床ドレン等及

び六ヶ所保障措置分析所内の，貯留容器

にて一時貯留し，六ヶ所保障措置分析所

が法令に定める周辺監視区域外の水中の

濃度限度以下であることを確認した排水

を第１低レベル第１廃液受槽等に受け入

れ，第１低レベル廃液蒸発缶で蒸発濃縮

する。⑯-7 

第１低レベル廃液蒸発缶の濃縮液は，

固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃

棄物処理設備の乾燥装置へ移送し，凝縮

液は第２低レベル廃液処理系の第２低レ

ベル廃液受槽へ移送する。⑯-8 

 

 

ｂ．第２低レベル廃液処理系 

 

第２低レベル廃液処理系は，酸及び溶

媒の回収施設の第１酸回収系の精留塔及

び第２酸回収系の精留塔からの回収した

【「等」の解説】 

「第 1低レベル廃液蒸発缶からの

凝縮液等」第２低レベル廃液処理

系にて処理する廃液であり，廃液

の処理系統については添付書類で

示すため当該箇所では許可の記載

を用いた。 

【「等」の解説】 

「第 1低レベル第 1 廃液受槽等」

第１低レベル廃液処理系にて処理

する廃液であり，廃液の処理系統

については添付書類で示すため当

該箇所では許可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「第 1低レベル廃液蒸発缶からの

凝縮液等」第１低レベル廃液処理

系にて処理する廃液であり，廃液

の処理系統については添付書類で

示すため当該箇所では許可の記載

を用いた。 
【「等」の解説】 

「床ドレン等」の指す内容は，各

施設で発生する床ドレン、機器ド

レンその他の低レベル廃液の総称

として示した記載であり許可の記

載のままとした。 
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ベル廃液蒸発缶からの凝縮液等を第 2低

レベル廃液受槽に受け入れ，第 2低レベ

ル廃液蒸発缶で蒸発濃縮する設計とす

る。⑯-9 

第 2 低レベル廃液蒸発缶の濃縮液につ

いては，酸及び溶媒の回収施設の第 1酸

回収系の第 1供給槽又は第 2供給槽へ移

送し，凝縮液については油分除去系の油

分除去装置へ移送する設計とする。⑯-10

 

5.2.2.3 洗濯廃液処理系 

 

洗濯廃液処理系は，再処理施設の管理

区域で使用した防護衣を洗濯する際に発

生する洗濯廃液の処理を行う設計とす

る。洗濯廃液については，ろ過後，海洋

放出管理系の第１放出前貯槽へ移送する

設計とする。⑯-11 

 

5.2.2.4 使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設廃液処理系 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

廃液処理系は，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設で発生する低レベル廃液を

処理する設計とする。⑯-12 

使用済燃料輸送容器の内部水，使用済

燃料輸送容器の内部除染水等について

は，第 1ろ過装置で処理した後，機器ド

レン等とともに，第 2ろ過装置及び脱塩

装置にて処理する設計とする。⑯-13 

 

脱塩装置からの処理水については，第

6低レベル廃液蒸発缶へ，必要に応じ第

5低レベル廃液蒸発缶又は第 1低レベル

廃液蒸発缶へ移送するか，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の補給水槽に移

送し，貯蔵後再使用する設計とする。⑯

-14 

第 6 低レベル廃液蒸発缶又は第 5低レ

ベル廃液蒸発缶は，受け入れた低レベル

廃液を蒸発濃縮し，濃縮液については，

低レベル濃縮廃液貯槽に一時貯蔵し，固

体廃棄物の廃棄施設の低レベル濃縮廃液

処理系の固化装置へポンプで移送する設

計とする。⑯-15 

凝縮液については，海洋放出管理系の

第１放出前貯槽又は第２放出前貯槽へ移

送する設計とする。⑯-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水，第１低レベル廃液処理系の第１低レ

ベル廃液蒸発缶からの凝縮液等を第２低

レベル廃液受槽に受け入れ，第２低レベ

ル廃液蒸発缶で蒸発濃縮する。⑯-9 

 

第２低レベル廃液蒸発缶の濃縮液は，

酸及び溶媒の回収施設の第１酸回収系の

第１供給槽又は第２供給槽へ移送し，凝

縮液は油分除去系の油分除去装置へ移送

する。⑯-10 

 

ｃ．洗濯廃液処理系 

 

洗濯廃液処理系は，再処理施設の管理

区域で使用した防護衣を洗濯する際に発

生する洗濯廃液の処理を行う。洗濯廃液

は，ろ過後，海洋放出管理系の第１放出

前貯槽へ移送する。⑯-11 

 

 

ｄ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設廃液処理系 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

廃液処理系は，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設で発生する低レベル廃液を

処理する。⑯-12 

使用済燃料輸送容器の内部水，使用済

燃料輸送容器の内部除染水等は，第１ろ

過装置で処理した後，機器ドレン等とと

もに，第２ろ過装置及び脱塩装置にて処

理する。⑯-13 

 

脱塩装置からの処理水は，第６低レベ

ル廃液蒸発缶へ，必要に応じ第５低レベ

ル廃液蒸発缶又は第１低レベル廃液蒸発

缶へ移送するか，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の補給水槽に移送し，貯

蔵後再使用する。⑯-14 

 

第６低レベル廃液蒸発缶又は第５低レ

ベル廃液蒸発缶は，受け入れた低レベル

廃液を蒸発濃縮し，濃縮液は，低レベル

濃縮廃液貯槽に一時貯蔵し，固体廃棄物

の廃棄施設の低レベル濃縮廃液処理系の

固化装置へポンプで移送する。⑯-15 

 

凝縮液は，海洋放出管理系の第１放出

前貯槽へ移送する。⑯-16 

ただし，再処理設備本体の運転開始に

【「等」の解説】 

「機器ドレン等」の指す内容は，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設廃液処理系にて処理する廃液

であり，廃液の処理系統について

は添付書類で示すため当該箇所で

は許可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「使用済燃料輸送容器の内部水，

使用済燃料輸送容器の内部除染水

等」の指す内容は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理

系にて処理する廃液であり，廃液

の処理系統については添付書類で

示すため当該箇所では許可の記載

を用いた。 
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また，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の管理区域で使用した防護衣を洗

濯する際に発生する洗濯廃液等について

は，洗濯廃液ろ過装置にてろ過処理した

後，海洋放出管理系の第 1放出前貯槽又

は第 2放出前貯槽へ移送する設計とす

る。⑯-17 

 

5.2.2.5 油分除去系 

 

油分除去系は，第 2低レベル廃液処理

系の第 2低レベル廃液蒸発缶からの凝縮

液，せん断処理施設，溶解施設，分離施

設及び精製施設の試薬ドレン，並びに再

処理施設の管理区域で発生する手洗い水

等の油分を含む可能性のある放射性物質

の濃度が極めて小さい廃液，また，六ヶ

所保障措置分析所内の貯留容器にて一時

貯留し，六ヶ所保障措置分析所が法令に

定める周辺監視区域外の水中の濃度限度

以下であることを確認した排水を受け入

れ，油分除去装置で廃液中の油分を除去

する設計とする。廃液については，油分

除去後，海洋放出管理系の第 1放出前貯

槽へ移送する設計とする。⑯-18 

 

5.2.2.6 海洋放出管理系 

 

海洋放出管理系の第 1放出前貯槽(MOX

燃料加工施設と共用(以下同じ。))は，

油分除去系の油分除去装置，洗濯廃液処

理系の洗濯廃液ろ過装置並びに使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系

の第 6低レベル廃液蒸発缶又は第 5低レ

ベル廃液蒸発缶及び洗濯廃液ろ過装置か

らの処理済廃液を受け入れる設計とす

る。⑯-19 

第 2 放出前貯槽は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設廃液処理系の第 6低

レベル廃液蒸発缶又は第 5低レベル廃液

蒸発缶及び洗濯廃液ろ過装置からの処理

済廃液を受け入れ，第 2海洋放出ポンプ

で第 1放出前貯槽へ移送する設計とす

る。⑯-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先立ち使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設を使用する場合は，第２放出前貯槽

へ移送する。◇6  

 

 

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の管理区域で使用した防護衣を洗

濯する際に発生する洗濯廃液等は，洗濯

廃液ろ過装置にてろ過処理した後，海洋

放出管理系の第１放出前貯槽へ移送す

る。⑯-17 

 

 

ｅ．油分除去系 

 

油分除去系は，第２低レベル廃液処理

系の第２低レベル廃液蒸発缶からの凝縮

液，せん断処理施設，溶解施設，分離施

設及び精製施設の試薬ドレン，並びに再

処理施設の管理区域で発生する手洗い水

等の油分を含む可能性のある放射性物質

の濃度が極めて小さい廃液，また，六ヶ

所保障措置分析所内の，貯留容器にて一

時貯留し，六ヶ所保障措置分析所が法令

に定める周辺監視区域外の水中の濃度限

度以下であることを確認した排水を受け

入れ，油分除去装置で廃液中の油分を除

去する。廃液は，油分除去後，海洋放出

管理系の第１放出前貯槽へ移送する。⑯

-18 

 

ｆ．海洋放出管理系 

 

海洋放出管理系の第１放出前貯槽は，

油分除去系の油分除去装置，洗濯廃液処

理系の洗濯廃液ろ過装置並びに使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系

の第６低レベル廃液蒸発缶又は第５低レ

ベル廃液蒸発缶及び洗濯廃液ろ過装置か

らの処理済廃液を受け入れる。⑯-19 

 

 

第２放出前貯槽は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設廃液処理系の第６低

レベル廃液蒸発缶又は第５低レベル廃液

蒸発缶及び洗濯廃液ろ過装置からの処理

済廃液を受け入れる。⑯-20 

 

 

 

【「等」の解説】 

「管理区域で発生する手洗い水

等」とは放射性物質の濃度が極め

て小さい廃液の総称として示した

記載であることから「等」のまま

とした。 

【「等」の解説】 

「洗濯廃液等」の指す内容は，洗

濯廃液ろ過装置にてろ過処理する

廃液であり，廃液の処理系統につ

いては添付書類で示すため当該箇

所では許可の記載を用いた。 
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また，再処理施設の管理区域で発生す

る空調ドレン等の放射性物質の濃度が極

めて小さい廃液については，第 1放出前

貯槽又は第 2放出前貯槽に受け入れる設

計とする。⑯-21 

 

 

 

第 1 放出前貯槽では，受け入れた廃液

の試料採取を行い，放射線管理施設の放

出管理分析設備にて放射性物質の量及び

濃度を確認した後，第 1海洋放出ポンプ

(MOX 燃料加工施設と共用(以下同じ。))

で海洋放出管(MOX 燃料加工施設と共用

(以下同じ。))を経て海洋に放出する設

計とする。⑯-22 

 

ポンプの吐出側には流量計を設置し流

量を監視するとともに，1基の貯槽から

廃液を放出している間は，他の貯槽から

は放出しない設計とする。⑯-23 

 

第 2 海洋放出ポンプから導く海洋放出

管は，再処理設備本体の運転開始時に

は，第 1海洋放出ポンプから導く海洋放

出管との合流部で切り離し，以後使用し

ない設計とする。⑯-24 

 

海洋放出管理系のうち，MOX 燃料加工

施設から排出した排水が通過する経路

は，MOX 燃料加工施設と共用する。 

MOX 燃料加工施設から排出した排水が

通過する経路は，排水を第１放出前貯槽

に受け入れる経路上に設置する弁を閉止

することにより，MOX 燃料加工施設から

の波及的影響を及ぼさない設計とするこ

とで，共用によって再処理施設の安全性

を損なわない設計とする。⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設の排水は，再処理

施設の低レベル廃液処理設備の第１放出

前貯槽に受け入れ，海洋放出管を経て海

洋に放出する設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設の排水が通過する

経路をＭＯＸ燃料加工施設と共用し，共

用によって再処理施設の安全性を損なわ

ない設計とする。 

【⑦ P36 から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，再処理施設の管理区域で発生す

る空調ドレン等の放射性物質の濃度が極

めて小さい廃液は，第１放出前貯槽に受

け入れる。⑯-21 

さらに，ＭＯＸ燃料加工施設の排水口

から排出された放射性物質の濃度が線量

告示に定められた濃度限度以下の排水

を，第１放出前貯槽に受け入れる。◇1  

第１放出前貯槽及び第２放出前貯槽

【◇6 】では，それぞれ約 370ｍ３／日及

び約 70ｍ３／日で【◇16 】受け入れた廃

液の試料採取を行い，放射線管理施設の

放出管理分析設備にて放射性物質の量及

び濃度を確認した後，それぞれ第１海洋

放出ポンプ及び第２海洋放出ポンプ

【◇6 】で海洋放出管を経て海洋に放出

する。⑯-22 

それぞれの【◇6 】ポンプの吐出側に

は流量計を設置し流量を監視するととも

に，１基の貯槽から廃液を放出している

間は，他の貯槽からは放出しない設計と

する。⑯-23 

第２海洋放出ポンプから導く海洋放出

管は，再処理設備本体の運転開始時に

は，第１海洋放出ポンプから導く海洋放

出管との合流部で切り離し，以後使用し

ない設計とする。⑯-24 

 

ＭＯＸ燃料加工施設からの排水を第１

放出前貯槽に受け入れ，海洋放出管を経

て海洋に放出するまでの排水が通過する

経路は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る。◇1  

 

 

 

 

 

(２) 主要設備 

低レベル廃液処理設備の主要機器は，

ステンレス鋼等を用い，接液部は溶接構

造等の設計とする。また，万一放射性物

質を含む廃液が漏えいした場合に備え

て，機器を収納する室の床には，ステン

レス鋼製又は樹脂製の漏えい液受皿を設

置するとともに，漏えいを検知できる設

計とする。漏えいした廃液は，適切に移

送する設計とする。◇10  
海洋放出管の陸上部は，保護管を設置

する。また，海洋放出管は，加圧試験に

【「等」の解説】 

「空調ドレン等」とは放射性物質

の濃度が極めて小さい廃液（空調

ドレン、地下湧水その他）の総称

として示した記載であることから

「等」のままとした。 
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より健全性が確認できる設計とする。

◇13  
低レベル廃液処理設備の主要機器は，

気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処

理設備又は換気設備に接続する設計とす

る。◇13  
その他核種について第１低レベル廃液

蒸発缶，第２低レベル廃液蒸発缶及び第

５低レベル廃液蒸発缶の除染係数は，50

以上，第６低レベル廃液蒸発缶の除染係

数は，100 以上，第１ろ過装置の除染係

数は，10,000 以上，第２ろ過装置及び

脱塩装置の除染係数は 100 以上得られる

設計とする。◇4  

7.3.3.5 試験・検査 

海洋放出管は，定期的な加圧試験を行

う。◇13  
 

7.3.3.6 評 価 

(1) 放射性物質の放出低減 

低レベル廃液処理設備は，廃液の性状

に応じた適切な処理を行うことにより，

海洋に放出する排水中の放射性物質の濃

度及び量を合理的に達成できる限り低く

することができる。また，低レベル廃液

処理設備で処理した処理水は，海洋放出

管を経て十分な拡散効果を有する海洋放

出口から放出することができる。◇1  

(2) 閉じ込め 

低レベル廃液処理設備の主要機器は，

ステンレス鋼等の腐食し難い材料を用

い，かつ，接液部は溶接構造等で漏えい

し難い設計とし，さらに，気体廃棄物の

廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備等によ

り負圧を維持する設計としているので，

閉じ込め機能を確保できる。◇10  
低レベル廃液処理設備の主要機器を収

納する室の床には，ステンレス鋼製又は

樹脂製の漏えい液受皿を設置し，漏えい

を検知できる設計とするとともに，漏え

いした廃液を適切に移送する設計として

いるので，万一の液体状の放射性物質の

漏えいを想定しても，その拡大を防止で

きる。◇10  
海洋放出管は，加圧試験により健全性

の確認ができる。◇13  
(3) 共 用 

低レベル廃液処理設備のうち，ＭＯＸ

燃料加工施設と共用する経路は，ＭＯＸ

燃料加工施設において故障その他の異常
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が発生した場合でも，排水を第１放出前

貯槽に受け入れる経路上に設置する弁を

閉止することにより，ＭＯＸ燃料加工施

設からの波及的影響を及ぼさない設計と

することで，共用によって再処理施設の

安全性を損なわない。◇1  

(4) その他 

低レベル廃液処理設備のうち使用済燃

料の受入れ及び貯蔵に係る使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵設備廃液処理系等

は，再処理設備本体の運転開始に先立ち

使用できる設計としている。◇6  

 

 

2.3.5 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋は，

液体廃棄物の廃棄施設の「使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系」

（洗濯廃液ろ過装置）及び海洋放出管理

系（「使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設廃液処理系」からの処理済廃液の受

入れ及び放出)等を収納する。◇7  

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，

地上２階（地上高さ約 15ｍ），地下３

階，平面が約 53ｍ（南北方向）×約 33

ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基

礎版上に設置する。◇9  

使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器

配置図を第 2.3－13 図～第 2.3－18 図に

示す。◇2  

 

2.3.13 高レベル廃液ガラス固化建屋 

 

高レベル廃液ガラス固化建屋は，液体

廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液貯蔵設

備，固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃

液ガラス固化設備及びガラス固化体貯蔵

設備の一部，気体廃棄物の廃棄施設の高

レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備及

び高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃

ガス処理設備等を収納する。◇7  

高レベル濃縮廃液貯槽，ガラス溶融炉

等の機器は，セル内に収容する。◇8  

また，ガラス固化体貯蔵設備の貯蔵ピ

ットは，十分な厚みを有する建物のコン

クリート壁等で構築した地下部に配置す

る。◇3  

主要構造は，鉄筋コンクリート造（一

部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）
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 (ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

(ａ) 設計基準対象の施設 

(イ) せん断処理・溶解廃ガス処理設備 

 

凝 縮 器  

２ 基（１基／系列×２系列）□1  

 

 

 

 

ＮＯｘ吸収塔  

２ 基（１基／系列×２系列）□1  

 

 

で，地上２階（地上高さ約 15ｍ），地

下４階，平面が約 59ｍ（南北方向）×

約 84ｍ（東西方向）の建物であり，堅

固な基礎版上に設置する。◇1  

高レベル廃液ガラス固化建屋は，ガラ

ス固化体の冷却流路を形成するため，流

路出入口側に迷路板及びルーバを付設し

た冷却空気入口シャフト及び冷却空気出

口シャフトを設け，冷却空気を出口シャ

フトの排気口から排出する。排気口の高

さは約 35ｍとする。◇16  
高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置

図を第 2.3－75 図～第 2.3－83 図に示

す。◇2  

 

2.3.15 低レベル廃液処理建屋 

 

低レベル廃液処理建屋は，液体廃棄物

の廃棄施設の第１低レベル廃液処理系，

第２低レベル廃液処理系，油分除去系及

び海洋放出管理系（油分除去系，洗濯廃

液処理系及び「使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設廃液処理系｣からの処理済

廃液の受入れ及び放出），気体廃棄物の

廃棄施設の低レベル廃液処理建屋塔槽類

廃ガス処理設備等を収納する。◇7  

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，

地上３階（地上高さ約 17ｍ），地下２

階，平面が約 63ｍ（南北方向）×約 58

ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基

礎版上に設置する。◇9  

低レベル廃液処理建屋機器配置図を第

2.3－88 図～第 2.3－93 図に示す。◇2  

 

 

第 7.2－１表 せん断処理・溶解廃ガス

処理設備の主要設備の仕様 

 

 

(１) 凝 縮 器 

種 類 たて置多管式 

基 数 ２(１基／系列×２系

列） 

容 量 約 170,000kcal／ｈ／基 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

(２) ＮＯｘ吸収塔 

種 類 充てん塔 

基 数 ２(１基／系列×２系

列） 

容 量 約 140ｍ３／ｈ
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よう素追出し塔  

２ 基（１基／系列×２系列）□1  

 

 

 

 

ミストフィルタ  

６ 基（２基／系列×３系列）□1  

 

 

 

 

 

 

 

加 熱 器  

３ 基（１基／系列×３系列）□1  

 

 

 

 

 

高性能粒子フィルタ 

６ 基（１基×２段／系列×３系

列） 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子）／段□1  

 

 

 

 

 

 

 

よう素フィルタ  

12 基（２基×２段／系列×３系

列） 

よう素除去効率 99.6 ％以上□1  

 

 

 

 

 

排 風 機  

３ 台（１台／系列×３系列） 

排 風 量 約 520 ｍ３／ｈ

［normal］（１台当たり）□1  

［normal］（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

(３) よう素追出し塔 

種 類 充てん塔 

基 数 ２(１基／系列×２系

列） 

容 量 約 0.2ｍ３／基 

主要材料 ジルコニウム◇4  

(４) ミスト フィルタ 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ６(２基／系列×３系

列，うち２基／系列×１系 

列は予備） 

容 量 約 260ｍ３／ｈ

［normal］（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼(枠材) 

ガラス繊維(ろ材）◇4  

(５) 加 熱 器 

種 類 電気ヒータ 

基 数 ３(１基／系列×３系

列，うち１基／系列×１系 

列は予備） 

容 量 約 30ｋＷ／基 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

(６) 高性能粒子フィルタ 

種 類 たて置円筒形(高性能粒

子フィルタ１段内蔵式） 

基 数 ６(１基×２段／系列×

３系列，うち１基×２段 

／系列×１系列は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上(0.3

μｍＤＯＰ粒子）／段 

容 量 約 520ｍ３／ｈ

［normal］（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼(枠材) 

ガラス繊維(ろ材）◇4  

(７) よう素フィルタ 

種 類 たて置円筒形 

基 数 12(２基×２段／系列×

３系列，うち２基×２段 

／系列×１系列は予備） 

容 量 約 260ｍ３／ｈ

［normal］（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼(枠材） 

銀系吸着材(ろ材）◇4  

(８) 排 風 機 

種 類 ルーツ式 

台 数 ３(１台／系列×３系

列，うち１台／系列×１

系列は予備） 
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(ロ) 塔槽類廃ガス処理設備 

排 風 量 合計約 21,000 ｍ３／ｈ

［normal］□4  

 

１） 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

 

 

廃ガス洗浄塔  

１ 基□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凝 縮 器  

１ 基□1  

 

 

 

デミスタ  

１ 基□1  

 

 

 

 

高性能粒子フィルタ  

８ 基（４基×２段） 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子）／段□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容 量 約 520ｍ３／ｈ

［normal］（１台当たり） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

 

 

 

 

 

第 7.2－２表 前処理建屋塔槽類廃ガス

処理設備の主要設備の仕様 

 

(１) 廃ガス洗浄塔 

種 類 棚段塔 

基 数 １ 

容 量 約 1,000ｍ３／ｈ

［normal］◇4  

主要材料 ステンレス鋼 

(２) 極低レベル廃ガス洗浄塔 

種 類 棚段塔 

基 数 １ 

容 量 約 120ｍ３／ｈ

［normal］ 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

(３) 凝 縮 器 

種 類 たて置多管式 

基 数 １ 

容 量 約 46,000kcal／ｈ 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

(４) デミスタ 

種 類 横置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 1,200ｍ３／ｈ

［normal］ 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

(５) 高性能粒子フィルタ 

種 類 たて置円筒形(高性能粒

子フィルタ１段内蔵式） 

基 数 ８(４基×２段，うち１

基×２段は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上(0.3

μｍＤＯＰ粒子）／段 

容 量 約 400ｍ３／ｈ

［normal］（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼(枠材） 

ガラス繊維(ろ材）◇4  

(６) 加 熱 器 

種 類 電気ヒータ 

基 数 ２ 

容 量 約 26ｋＷ／基 

主要材料 ステンレス鋼◇4  
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よう素フィルタ  

４ 基 

よう素除去効率  

90 ％以上□1  

 

 

 

 

排 風 機  

２ 台□1  

 

 

 

 

 

２） 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 

 

 

塔槽類廃ガス処理系 

 

廃ガス洗浄塔  

１ 基□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凝 縮 器  

１ 基□1  

 

 

 

 

デミスタ  

１ 基□1  

 

 

 

 

高性能粒子フィルタ  

８ 基（４基×２段） 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子）／段□1  

 

 

(７) よう素フィルタ 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ４(うち１基は予備） 

容 量 約 400ｍ３／ｈ

［normal］（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼(枠材） 

銀系吸着材(ろ材）◇4  

 

(８) 排 風 機 

種 類 ルーツ式 

台 数 ２(うち１台は予備） 

容 量 約 1,700ｍ３／ｈ

［normal］（１台当たり） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

 

第 7.2－３表 分離建屋塔槽類廃ガス処

理設備の主要設備の仕様 

 

(１) 塔槽類廃ガス処理系 

 

ａ．廃ガス洗浄塔 

種 類 棚段塔 

基 数 １ 

容 量 約 1,400ｍ３／ｈ

[normal] 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｂ．極低レベル廃ガス洗浄塔 

種 類 棚段塔 

基 数 １ 

容 量 約 110ｍ３／ｈ[normal] 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｃ．凝 縮 器 

種 類 たて置多管式 

基 数 １ 

容 量 約 70ｋＷ（約

61,000kcal／ｈ） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｄ．デミスタ 

種 類 横置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 1,500ｍ３／ｈ

[normal] 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｅ．高性能粒子フィルタ 

種 類 たて置円筒形（高性能粒

子フィルタ１段内蔵式） 

基 数 10（５基×２段，うち１

基×２段は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子）／段 
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よう素フィルタ  

４ 基 

よう素除去効率 90 ％以上□1  

 

 

 

 

 

排 風 機  

２ 台□1  

 

 

 

 

 

 

 

高性能粒子フィルタ  

10 基（５基×２段） 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子）／段□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

排 風 機  

２ 台□1  

 

 

 

 

 

 

３） 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 

 

容 量 約 390ｍ３／ｈ[normal]

（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼（枠

材） 

ガラス繊維（ろ材）◇4  

ｆ．加 熱 器 

種 類 電気ヒータ 

基 数 ２ 

容 量 約 34ｋＷ／基 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｇ．よう素フィルタ 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ４（うち１基は予備） 

容 量 約 510ｍ３／ｈ[normal]

（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼（枠

材） 

銀系吸着材（ろ材）◇4  

ｈ．排 風 機 

種 類 ルーツ式 

台 数 ２（うち１台は予備） 

容 量 約 2,300ｍ３／ｈ

[normal]（１台当たり） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

 

(２) パルセータ廃ガス処理系 

 

ａ．高性能粒子フィルタ 

種 類 たて置円筒形（高性能粒

子フィルタ１段内蔵式） 

基 数 10（５基×２段，うち１

基×２段は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子）／段 

容 量 約 400ｍ３／ｈ[normal]

（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼（枠

材） 

ガラス繊維（ろ材）◇4  

ｂ．排 風 機 

種 類 ターボ式 

台 数 ２（うち１台は予備） 

容 量 約 1,600ｍ３／ｈ

[normal]（１台当たり） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

 

第 7.2－４表 精製建屋塔槽類廃ガス処

理設備の主要設備の仕様 

 

(１) 塔槽類廃ガス処理系 
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塔槽類廃ガス処理系（ウラン系） 

 

 

廃ガス洗浄塔  

１ 基□1  

 

 

 

 

凝 縮 器  

１ 基□1  

 

 

 

 

デミスタ  

１ 基□1  

 

 

 

高性能粒子フィルタ  

８ 基（４基×２段） 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子）／段□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

排 風 機  

２ 台□1  

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス洗浄塔  

１ 基□1  

 

 

 

ＮＯｘ廃ガス洗浄塔  

１ 基□1  

 

 

ａ．ウラン系 

 

(ａ) 廃ガス洗浄塔 

種 類 棚段塔 

基 数 １ 

容 量 約 920ｍ３／ｈ[normal] 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

 

(ｂ) 凝 縮 器 

種 類 たて置多管式 

基 数 １ 

容 量 約 43ｋＷ（約

37,000kcal／ｈ） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

(ｃ) デミスタ 

種 類 横置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 950ｍ３／ｈ[normal] 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

(ｄ) 高性能粒子フィルタ 

種 類 たて置円筒形（高性能粒

子フィルタ１段内蔵式） 

基 数 ８（４基×２段，うち１

基×２段は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子）／段 

容 量 約 320ｍ３／ｈ[normal]

（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼（枠

材） 

ガラス繊維（ろ材）◇4  

(ｅ) 排 風 機 

種 類 ルーツ式 

台 数 ２（うち１台は予備） 

容 量 約 1,400ｍ３／ｈ

[normal]（１台当たり） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

 

ｂ．プルトニウム系 

 

(ａ) 廃ガス洗浄塔 

種 類 棚段塔 

基 数 １ 

容 量 約 660ｍ３／ｈ[normal] 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

(ｂ) ＮＯｘ廃ガス洗浄塔 

種 類 充てん塔 

基 数 １ 

容 量 約 90ｍ３／ｈ[normal] 

主要材料 ステンレス鋼◇4  
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凝 縮 器  

１ 基□1  

 

 

 

 

デミスタ  

１ 基□1  

 

 

 

高性能粒子フィルタ  

６ 基（３基×２段） 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子）／段□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よう素フィルタ  

３ 基 

よう素除去効率 90 ％以上□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｃ) 凝 縮 器 

種 類 たて置多管式 

基 数 １ 

容 量 約 29ｋＷ（約

25,000kcal／ｈ） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

(ｄ) デミスタ 

種 類 横置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 660ｍ３／ｈ[normal] 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

(ｅ) 高性能粒子フィルタ 

種 類 たて置円筒形（高性能粒

子フィルタ１段内蔵式） 

基 数 ６（３基×２段，うち１

基×２段は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子）／段 

容 量 約 380ｍ３／ｈ[normal]

（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼（枠

材） 

ガラス繊維（ろ材）◇4  

(ｆ) 加 熱 器◇4  

種 類 電気ヒータ 

基 数 ２ 

容 量 約 17ｋＷ／基 

主要材料 ステンレス鋼 

(ｇ) よう素フィルタ 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ３（うち１基は予備） 

容 量 約 380ｍ３／ｈ[normal]

（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼（枠

材） 

銀系吸着材（ろ材）◇4  

(ｈ) 排 風 機◇4  

種 類 ルーツ式 

台 数 ２（うち１台は予備） 

容 量 約 1,100ｍ３／ｈ

[normal]（１台当たり） 

主要材料 ステンレス鋼 

 

(２) パルセータ廃ガス処理系 

 

ａ．高性能粒子フィルタ◇4  

種 類 たて置円筒形（高性能粒

子フィルタ１段内蔵式） 

基 数 ６（３基×２段，うち１

基×２段は予備） 
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排 風 機  

２ 台□1  

 

 

 

 

 

溶媒処理廃ガス処理系 

 

 

 

 

 

 

 

 

酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備

の溶媒処理系から発生する放射性気体廃

棄物は，塔槽類廃ガス処理系（プルトニ

ウム系）の高性能粒子フィルタへ移送

し，処理する。□4  

 

４） ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理

設備 

 

凝 縮 器  

２ 基（１基×２系列）□1  

 

 

 

廃ガス洗浄塔  

２ 基□1  

 

 

 

 

高性能粒子フィルタ  

２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子）／段□1  

 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子）／段 

容 量 約 390ｍ３／ｈ[normal]

（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼（枠

材） 

ガラス繊維（ろ材） 

 

ｂ．排 風 機 

種 類 ルーツ式 

台 数 ２（うち１台は予備） 

容 量 約 780ｍ３／ｈ[normal]

（１台当たり） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

 

(３) 溶媒処理廃ガス処理系 

 

ａ．真空ポンプ 

種 類 水封回転式 

台 数 ４（うち２台は予備） 

容 量 約２ｍ３／ｈ[normal]

（１台当たり） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

 

真空ポンプからの廃ガスは，塔槽類廃

ガス処理系（プルトニウム系）の高性能

粒子フィルタへ移送し，処理する。◇1  

 

 

 

第 7.2－５表 ウラン脱硝建屋塔槽類廃

ガス処理設備の主要設備の仕様 

 

(１) 凝 縮 器 

種 類 たて置多管式 

基 数 ２（１基×２系列） 

容 量 約 63,000kcal／ｈ／基 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

(２) 廃ガス洗浄塔 

種 類 充てん塔 

基 数 ２ 

容 量 約 500ｍ３／ｈ

［normal］（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

(３) 高性能粒子フィルタ 
種 類 箱形（高性能粒子フィル

タ１段内蔵式） 

基 数 ２（うち１基は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子） 
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排 風 機 

２ 台□1  

 

 

 

 

 

 

５） ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋塔槽類廃ガス処理設備 

 

 

凝 縮 器  

４ 基（２基×２系列）□1  

 

 

 

 

 

廃ガス洗浄塔  

３ 基□1  

 

 

 

 

高性能粒子フィルタ  

５ 基（１段目：３基（２段内蔵

式），２段目：２基（２段内蔵

式）） 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子）／段□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容 量 約 550ｍ３／ｈ

［normal］（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼（枠

材） 

ガラス繊維（ろ材）◇4  

(４) 排 風 機 

種 類 遠心式 

台 数 ２（うち１台は予備） 

容 量 約 600ｍ３／ｈ

［normal］（１台当た

り） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

 

第 7.2－６表 ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要

設備の仕様 

 

(１) 凝 縮 器 

種 類 たて置多管式 

基 数 ４（２基×２系列） 

容 量 約 12ｋＷ（約

11,000kcal／ｈ）（１系

列当たり） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

(２) 廃ガス洗浄塔 

種 類 充てん塔 

基 数 ３ 

容 量 約 220ｍ３／ｈ[normal]

（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

(３) 高性能粒子フィルタ 

種 類 箱形（高性能粒子フィル

タ２段内蔵式） 

基 数 １段目 ３（うち１基は

予備） 

２段目 ２（うち１基は

予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子）／段 

容 量 約 220ｍ３／ｈ[normal]

（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼（枠

材） 

ガラス繊維（ろ材）◇4  

(４) 加 熱 器 

種 類 電気ヒータ 

基 数 ２ 

容 量 約５ｋＷ／基 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

(５) よう素フィルタ 
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よう素フィルタ  

２ 基□1  

 

 

 

 

 

 

 

排 風 機  

５ 台（１段目：２台，２段目：

３台）□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６） 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽

類廃ガス処理設備 

 

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

 

廃ガス洗浄塔  

１ 基□1  

 

 

 

 

 

 

 

凝 縮 器  

１ 基□1  

 

 

 

 

デミスタ  

１ 基□1  

 

 

 

 

高性能粒子フィルタ  

４ 基（２基×２段） 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3

種 類 たて置円筒形 

基 数 ２（うち１基は予備） 

容 量 約 220ｍ３／ｈ[normal]

（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼（枠

材） 

銀系吸着材（ろ材）◇4  

 

(６) 排 風 機 

種 類 遠心式 

台 数 １段目 ２（うち１台は

予備） 

２段目 ３（うち１台は

予備） 

容 量 １段目 約 220ｍ３／ｈ

[normal]（１台当たり） 

２段目 約 110ｍ３／ｈ

[normal]（１台当たり） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

 

第 7.2－７表 高レベル廃液ガラス固化

建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の

仕様 

(１) 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

 

ａ．廃ガス洗浄塔 

種 類 棚段塔 

基 数 １ 

容 量 約 1,000ｍ３／ｈ

[normal] 

約 20ｋＷ（約

17,000kcal／ｈ）（除

熱） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｂ．凝 縮 器◇4  

種 類 たて置多管式 

基 数 １ 

容 量 約 48ｋＷ（約

41,000kcal／ｈ） 

主要材料 ステンレス鋼 

ｃ．デミスタ 

種 類 横置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 1,000ｍ３／ｈ

[normal] 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｄ．高性能粒子フィルタ 

種 類 たて置円筒形（高性能粒

子フィルタ１段内蔵式） 

基 数 ４（２基×２段，うち１
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μｍＤＯＰ粒子）／段□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よう素フィルタ  

３ 基□1  

 

 

 

 

 

 

排 風 機  

２ 台□1  

 

 

 

 

 

不溶解残渣廃液廃ガス処理系 

 

廃ガス洗浄塔  

１ 基□1  

 

 

 

 

 

 

 

凝 縮 器  

１ 基□1  

 

 

 

 

デミスタ  

１ 基□1  

 

 

基×２段は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子）／段 

容 量 約 1,000ｍ３／ｈ

[normal]（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼（枠

材） 

ガラス繊維（ろ材）◇4  

ｅ．加 熱 器 

種 類 電気ヒータ 

基 数 ２ 

容 量 約 22ｋＷ／基 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｆ．よう素フィルタ 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ３（うち１基は予備） 

容 量 約 500ｍ３／ｈ[normal]

（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼（枠

材） 

銀系吸着材（ろ材）◇4  

ｇ．排 風 機 

種 類 ルーツ式 

台 数 ２（うち１台は予備） 

容 量 約 1,500ｍ３／ｈ

[normal]（１台当たり） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

 

(２) 不溶解残渣廃液廃ガス処理系 

 

ａ．廃ガス洗浄塔 

種 類 棚段塔 

基 数 １ 

容 量 約 1,000ｍ３／ｈ

[normal] 

約 20ｋＷ（約 1 

7,000kcal／ｈ）（除

熱） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｂ．凝 縮 器 

種 類 たて置多管式 

基 数 １ 

容 量 約 48ｋＷ（約

41,000kcal／ｈ） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｃ．デミスタ 

種 類 横置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 1,000ｍ３／ｈ

[normal] 
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高性能粒子フィルタ  

４ 基（２基×２段） 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子）／段□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よう素フィルタ  

３ 基 

よう素除去効率  

90 ％以上□1  

 

 

 

 

排 風 機  

２ 台□1  

 

 

 

 

 

７） 低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備 

 

廃ガス洗浄塔  

１ 基□1  

 

 

 

凝 縮 器  

１ 基□1  

 

 

 

 

デミスタ  

１ 基□1  

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｄ．高性能粒子フィルタ 

種 類 たて置円筒形（高性能粒

子フィルタ１段内蔵式） 

基 数 ４（２基×２段，うち１

基×２段は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子）／段 

容 量 約 1,000ｍ３／ｈ

[normal]（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼（枠

材） 

ガラス繊維（ろ材）◇4  

ｅ．加 熱 器 

種 類 電気ヒータ 

基 数 ２ 

容 量 約 22ｋＷ／基 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｆ．よう素フィルタ 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ３（うち１基は予備） 

容 量 約 500ｍ３／ｈ[normal]

（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼（枠

材） 

銀系吸着材（ろ材）◇4  

ｇ．排 風 機 

種 類 ルーツ式 

台 数 ２（うち１台は予備） 

容 量 約 1,500ｍ３／ｈ

[normal]（１台当たり） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

 

第 7.2－８表 低レベル廃液処理建屋塔

槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様 

 

(１) 廃ガス洗浄塔 

種 類 棚段塔 

基 数 １ 

容 量 約 500ｍ３／ｈ[normal] 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

(２) 凝 縮 器 

種 類 たて置多管式 

基 数 １ 

容 量 約 22ｋＷ（約

19,000kcal／ｈ） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

(３) デミスタ 

種 類 横置円筒形 

基 数 １ 
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高性能粒子フィルタ  

２ 基（２段内蔵式） 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子）／段□1  

 

 

 

 

 

 

 

排 風 機  

２ 台□1  

 

 

 

 

 

８） 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃

ガス処理設備 

 

低レベル濃縮廃液処理廃ガス処理系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高性能粒子フィルタ  

４ 基（２基×２段） 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子）／段□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容 量 約 500ｍ３／ｈ[normal] 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

(４) 高性能粒子フィルタ 

種 類 箱形（高性能粒子フィル

タ２段内蔵式） 

基 数 ２（うち１基は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子）／段 

容 量 約 500ｍ３／ｈ[normal]

（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼（枠材）

ガラス繊維（ろ材）◇4  

(５) 排 風 機 

種 類 ルーツ式 

台 数 ２（うち１台は予備） 

容 量 約 720ｍ３／ｈ[normal]

（１台当たり） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

 

 

第 7.2－９表 低レベル廃棄物処理建屋

塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様 

 

(１) 低レベル濃縮廃液処理廃ガス処理系

 

ａ．凝 縮 器 

種 類 たて置多管式 

基 数 １ 

容 量 約 150ｋＷ 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｂ．廃ガス洗浄塔 

種 類 充てん塔 

基 数 １ 

容 量 約 10ｍ３／ｈ[normal] 

約 0.5ｋＷ（除熱） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｃ．高性能粒子フィルタ 

種 類 たて置円筒形（高性能粒

子フィルタ１段内蔵式） 

基 数 ４（２基×２段，うち１

基×２段は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子）／段 

容 量 約 30ｍ３／ｈ[normal]

（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼（枠材）

ガラス繊維（ろ材）◇4  

ｄ．加 熱 器 

種 類 電気ヒータ 

基 数 １ 
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よう素フィルタ  

２ 基 

よう素除去効率  

90 ％以上□1  

 

 

 

排 風 機  

２ 台□1  

 

 

 

 

 

廃溶媒処理廃ガス処理系 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス洗浄塔  

１ 基□1  

 

 

 

 

凝 縮 器  

１ 基□1  

 

 

 

高性能粒子フィルタ  

２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子）／段□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容 量 約１ｋＷ 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｅ．よう素フィルタ 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ２（うち１基は予備） 

容 量 約 30ｍ３／ｈ[normal]

（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼（枠材）

銀系吸着材（ろ材）◇4  

ｆ．排 風 機 

種 類 ルーツ式 

台 数 ２（うち１台は予備） 

容 量 約 30ｍ３／ｈ[normal]

（１台当たり） 

主要材料 炭素鋼◇4  

 

(２) 廃溶媒処理廃ガス処理系 

 

ａ．スプレイ塔 

種 類 たて置スプレイ塔 

基 数 １ 

容 量 約 60Ｌ／ｈ（噴霧水） 

主要材料 炭素鋼（ケーシング） 

耐火物（内張）◇4  

ｂ．廃ガス洗浄塔 

種 類 充てん塔 

基 数 １ 

容 量 約 380ｍ３／ｈ[normal] 

約 80ｋＷ（除熱） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｃ．凝 縮 器 

種 類 たて置多管式 

基 数 １ 

容 量 約 24ｋＷ 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｄ．高性能粒子フィルタ 

種 類 たて置円筒形（高性能粒

子フィルタ１段内蔵式） 

基 数 ２（うち１基は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子） 

容 量 約 350ｍ３／ｈ[normal]

（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼（枠材）

ガラス繊維（ろ材）◇4  

ｅ．加 熱 器 

種 類 電気ヒータ 

基 数 １ 

容 量 約 14ｋＷ 

主要材料 ステンレス鋼◇4  
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よう素フィルタ  

１ 基 

よう素除去効率 90 ％以上□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雑固体廃棄物焼却処理廃ガス処理系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス洗浄塔  

１ 基□1  

 

 

 

 

 

凝 縮 器  

１ 基□1  

 

 

 

高性能粒子フィルタ  

２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子）／段□1  

 

 

 

 

 

 

主排風機  

１ 台□1  

ｆ．よう素フィルタ 

種 類 横置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 350ｍ３／ｈ[normal] 

主要材料 ステンレス鋼（枠材）

銀系吸着材（ろ材）◇4  

 

 

ｇ．排 風 機 

種 類 遠心式 

台 数 ２（うち１台は予備） 

容 量 約 1,300ｍ３／ｈ

[normal]（１台当たり） 

主要材料 炭素鋼◇4  

 

(３) 雑固体廃棄物焼却処理廃ガス処理 

系 

 

ａ．スプレイ塔 

種 類 たて置スプレイ塔 

基 数 １ 

容 量 約 330Ｌ／ｈ（噴霧水） 

主要材料 炭素鋼（ケーシン

グ） 

耐火物（内張）◇4  

ｂ．廃ガス洗浄塔 

種 類 充てん塔 

基 数 １ 

容 量 約 2,300ｍ３／ｈ

[normal] 

約 450ｋＷ（除熱） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｃ．凝 縮 器 

種 類 たて置多管式 

基 数 １ 

容 量 約 150ｋＷ 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｄ．高性能粒子フィルタ 

種 類 横置円筒形（高性能粒子

フィルタ１段内蔵式） 

基 数 ２（うち１基は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子） 

容 量 約 3,200ｍ３／ｈ

[normal]（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼（枠材）

ガラス繊維（ろ材）◇4  

ｅ．主排風機 

種 類 遠心式 

台 数 １ 
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補助排風機  

２ 台□1  

 

 

 

 

 

塔槽類廃ガス処理系 

 

高性能粒子フィルタ  

２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子）／段□1  

 

 

 

 

 

 

排 風 機  

２ 台□1  

 

 

 

 

 

９） チャンネルボックス・バーナブル

ポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

 

 

高性能粒子フィルタ  

４ 基（２基×２段） 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子）／段□1  

 

 

 

 

 

 

 

排 風 機  

２ 台□1  

 

 

 

容 量 約 3,200ｍ３／ｈ

[normal] 

主要材料 炭素鋼◇4  

ｆ．補助排風機 

種 類 遠心式 

台 数 ２（うち１台は予備） 

容 量 約 1,000ｍ３／ｈ

[normal]（１台当たり） 

主要材料 炭素鋼◇4  

 

(４) 塔槽類廃ガス処理系 

 

ａ．高性能粒子フィルタ 

種 類 たて置円筒形（高性能粒

子フィルタ１段内蔵式） 

基 数 ２（うち１基は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子） 

容 量 約 1,000ｍ３／ｈ

[normal]（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼（枠材）

ガラス繊維（ろ材）◇4  

ｂ．排 風 機 

種 類 遠心式 

台 数 ２（うち１台は予備） 

容 量 約 1,000ｍ３／ｈ

[normal]（１台当たり） 

主要材料 炭素鋼◇4  

 

第 7.2－10 表 チャンネルボックス・バ

ーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス

処理設備の主要設備の仕様 

 

(１) 高性能粒子フィルタ 

種 類 横置円筒形（高性能粒子

フィルタ１段内蔵式） 

基 数 ４（２基×２段，うち１

基×２段は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子）／段 

容 量 約 2,000ｍ３／ｈ

［normal］（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼（枠材）

ガラス繊維（ろ材）◇4  

(２) 排 風 機 

種 類 遠心式 

台 数 ２（うち１台は予備） 

容 量 約 2,000ｍ３／ｈ

［normal］（１台当たり） 

主要材料 炭素鋼◇4  
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10） ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽

類廃ガス処理設備 

 

 

高性能粒子フィルタ  

２ 基（２段内蔵式） 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子）／段□1  

 

 

 

 

 

 

排 風 機  

２ 台□1  

 

 

 

 

 

11） 分析建屋塔槽類廃ガス処理設備 

 

 

廃ガス洗浄塔  

１ 基□1  

 

 

 

 

凝 縮 器  

１ 基□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高性能粒子フィルタ  

４ 基（２基×２段） 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子）／段□1  

 

 

 

 

第 7.2－11 表 ハル・エンドピース貯蔵

建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の

仕様 

 

(１) 高性能粒子フィルタ 

種 類 箱形（高性能粒子フィル

タ２段内蔵式） 

基 数 ２（うち１基は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子）／段 

容 量 約 250ｍ３／ｈ

［normal］（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼（枠材）

ガラス繊維（ろ材）◇4  

(２) 排 風 機 

種 類 ルーツ式 

台 数 ２（うち１台は予備） 

容 量 約 250ｍ３／ｈ

［normal］（１台当たり） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

 

第 7.2－12 表 分析建屋塔槽類廃ガス処

理設備の主要設備の仕様 

 

(１) 廃ガス洗浄塔 

種 類 棚段塔 

基 数 １ 

容 量 約 300ｍ３／ｈ

［normal］ 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

(２) 凝 縮 器 

種 類 たて置多管式 

基 数 １ 

容 量 約 15,000kcal／ｈ 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

(３) デミスタ 

種 類 横置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 500ｍ３／ｈ

［normal］ 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

(４) 高性能粒子フィルタ◇4  

種 類 たて置円筒形（高性能粒子

フィルタ１段内蔵式） 

基 数 ４（２基×２段，うち１

基×２段は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3μ

ｍＤＯＰ粒子）／

段 
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排 風 機  

２ 台□1  

 

 

 

 

 

(ハ) 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処

理設備 

 

廃ガス洗浄器  

２ 基□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

吸 収 塔  

２ 基□1  

 

 

 

 

 

凝 縮 器  

１ 基□1  

 

 

 

 

ミストフィルタ  

２ 基□1  

 

 

 

 

 

ルテニウム吸着塔  

２ 基□1  

 

 

 

容 量 約 500ｍ３／ｈ／基

［normal］ 

主要材料 ステンレス鋼（枠材） 

ガラス繊維（ろ材）◇4  

(５) 排 風 機 

種 類 ルーツ式 

台 数 ２（うち１台は予備） 

容 量 約 540ｍ３／ｈ

［normal］（１台当たり） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

 

第 7.2－13 表 高レベル廃液ガラス固化

廃ガス処理設備の主要設備の仕様 

 

(１) 廃ガス洗浄器 

種 類 充てん塔 

基 数 ２（１基／系列×２系

列） 

容 量 約 340ｍ３／ｈ[normal]

（１基当たり） 

約 80ｋＷ（約

70,000kcal／ｈ）（１基

当たり）（除熱） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

(２) 吸 収 塔 

種 類 棚段塔 

基 数 ２（２基／系列×１系

列） 

容 量 約 680ｍ３／ｈ[normal]

（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

(３) 凝 縮 器 

種 類 たて置多管式 

基 数 １ 

容 量 約 20ｋＷ（約

17,000kcal／ｈ） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

(４) ミスト フィルタ 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ２（うち１基は予備） 

容 量 約 680ｍ３／ｈ[normal]

（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼（枠材）

ガラス繊維（ろ材）◇4  

(５) ルテニウム吸着塔 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ２（うち１基は予備） 

容 量 約 680ｍ３／ｈ[normal]

（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼（枠材）
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よう素フィルタ  

２ 基 

よう素除去効率 90 ％以上□1  

 

 

 

 

排 風 機  

１段目： ２ 台 

２段目： ２ 台 

排 風 量 約 680 ｍ３／ｈ

［normal］（１台当たり）□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ホ) 主排気筒 

 

排気口地上高さ 約 150 ｍ 

排気口内径 約５ ｍ 

シリカゲル吸着材（ろ

材）◇4  

(６) 高性能粒子フィルタ 

種 類 たて置円筒形（高性能粒

子フィルタ１段内蔵式） 

箱形（高性能粒子フィルタ１段

内蔵式） 

基 数 たて置円筒形 ４ 

（２基×２段，うち１基

×２段は予備） 

箱形 ２（うち１基は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子）／段 

容 量 約 680ｍ３／ｈ[normal]

（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼（枠材）

ガラス繊維（ろ材）◇4  

(７) 加 熱 器 

種 類 電気ヒータ 

基 数 ２（うち１基は予備） 

容 量 約 22ｋＷ／基 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

(８) よう素フィルタ◇4  

種 類 たて置円筒形 

基 数 ２（うち１基は予備） 

容 量 約 680ｍ３／ｈ[normal]

（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼（枠材）

銀系吸着材（ろ材）◇4  

(９) 排 風 機 

種 類 ルーツ式 

台 数 １段目 ２（うち１台は

予備） 

２段目 ２（うち１台は

予備） 

容 量 約 680ｍ３／ｈ[normal]

（１台当たり） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  
(10) 廃ガス洗浄液槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 25ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

 

 

第 7.2－30 表 主排気筒の仕様 

 

種 類 鉄塔支持形 

排気口高さ 地上高さ約 150ｍ 

排気口内径 約５ｍ 
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排 気 量 約 150 万 ｍ３／ｈ□1  

 

 

 

(ⅲ) 廃棄物の処理能力 

(ａ) 主排気筒 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備，塔

槽類廃ガス処理設備及び高レベル廃液ガ

ラス固化廃ガス処理設備で処理した放射

性気体廃棄物約 22,000ｍ３／ｈ

［normal］を換気設備からの排気ととも

に，約 150 万ｍ３／ｈで排出する能力を

有する。□4  

(ｂ) 北換気筒 

塔槽類廃ガス処理設備の一部で処理した

放射性気体廃棄物約 250ｍ３／ｈ

［normal］を換気設備からの排気ととも

に，約 48 万ｍ３／ｈ（使用済燃料輸送

容器管理建屋換気筒は約３万ｍ３／ｈ，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒は約

28 万ｍ３／ｈ，ハル・エンドピース及

び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒は塔

槽類廃ガス処理設備の一部で処理した放

射性気体廃棄物約 250ｍ３／ｈ

［normal］を含み約 14 万ｍ３／ｈ）で

排出する能力を有する。□4  

(ｃ) 低レベル廃棄物処理建屋換気筒 

換気設備からの排気約 80 万ｍ３／ｈを

排出する能力を有する。□4  

 

 

(ⅳ) 廃棄槽の 大保管廃棄能力 

気体廃棄物の廃棄槽を設置しないので

該当なし。□3  

 

 

(ⅴ) 排気口の位置 

(ａ) 主排気筒 

敷地のほぼ中心に位置し，主排気筒か

ら敷地境界までの距離は，東方約 800

ｍ，西方約 950ｍ，南方約 1,050ｍ，北

方約 1,000ｍであり，排気口地上高さ約

150ｍ（標高約 205ｍ）である。□4  

 

(ｂ) 北換気筒（使用済燃料輸送容器管

理建屋換気筒，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒並びにハル・エンドピース及

び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒） 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の西側に位

置し，北換気筒から敷地境界までの距離

排 気 量 約 150 万ｍ３／ｈ 

主 要 材 料 炭素綱◇4  
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は，東方約 900ｍ，西方約 700ｍ，南方

約 1,000ｍ，北方約 1,000ｍであり，排

気口地上高さ約 75ｍ（標高約 130ｍ）で

ある。□4  

 

(ｃ) 低レベル廃棄物処理建屋換気筒 

低レベル廃棄物処理建屋上に位置し，

低レベル廃棄物処理建屋換気筒から敷地

境界までの距離は，東方約 1,500ｍ，西

方約 650ｍ，南方約 550ｍ，北方約

1,500ｍであり，排気口地上高さ約 75ｍ

（標高約 130ｍ）である。□4  

 

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

(ａ) 高レベル廃液処理設備 

 

高レベル廃液濃縮設備 

 

 

 

 

 

 

 

高レベル廃液濃縮缶 □1  

２ 基（１基／系列） 

材 料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7.3－１表 高レベル廃液濃縮設備の

主要設備の仕様 

 

(１) 高レベル廃液濃縮系 

 

ａ．高レベル廃液供給槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ２（うち１基は長期予

備） 

容 量 約 20ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｂ．高レベル廃液濃縮缶 

種 類 ケトル形減圧蒸発方式 

基 数 ２（うち１基は長期予

備） 

容 量 約 22ｍ３／基 

処理容量 約３ｍ３／ｈ（１基

当たり） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｃ．高レベル廃液濃縮缶凝縮器 

種 類 横置多管式 

基 数 ２（うち１基は長期予

備） 

容 量 約３ｍ３／ｈ（１基当た

り） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｄ．減衰器 

種 類 円筒形蛇管 

基 数 １ 

保持時間 約 30 分 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

 

 

 

(２) アルカリ廃液濃縮系 

 

ａ．アルカリ廃液供給槽 

種 類 たて置円筒形 
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アルカリ廃液濃縮缶  

１ 基 

材 料 ステンレス鋼□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高レベル廃液貯蔵設備 

 

高レベル廃液貯槽  ６ 基□3  

高レベル廃液一時貯槽  ４ 基□3  

 

 

高レベル濃縮廃液貯槽  

２ 基 

材 料 ステンレス鋼 

容 量 約 120 ｍ３／基□1  

 

高レベル濃縮廃液一時貯槽  

２ 基 

材 料 ステンレス鋼 

容 量 約 25 ｍ３／基□1  

 

 

 

 

不溶解残渣廃液貯槽  

２ 基 

材 料 ステンレス鋼 

容 量 約 70 ｍ３／基□1  

 

不溶解残渣廃液一時貯槽  

２ 基 

材 料 ステンレス鋼 

容 量 約５ ｍ３／基□1  

 

 

 

 

 

アルカリ濃縮廃液貯槽  

基 数 １ 

容 量 約 10ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｂ．アルカリ廃液濃縮缶 

種 類 ケトル形 

基 数 １ 

容 量 約８ｍ３ 

処理容量 約 0.3ｍ３／ｈ 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｃ．アルカリ廃液濃縮缶凝縮器 

種 類 横置多管式 

基 数 １ 

容 量 約 0.3ｍ３／ｈ 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

 

第 7.3－２表 高レベル廃液貯蔵設備の

主要設備の仕様 

 

 

(１) 高レベル濃縮廃液貯蔵系 

 

ａ．高レベル濃縮廃液貯槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ２ 

容 量 約 120ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｂ．高レベル濃縮廃液一時貯槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ２ 

容 量 約 25ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

 

(２) 不溶解残渣廃液貯蔵系 

 

ａ．不溶解残渣廃液貯槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ２ 

容 量 約 70ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｂ．不溶解残渣廃液一時貯槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ２ 

容 量 約５ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

 

 

(３) アルカリ濃縮廃液貯蔵系 

 

アルカリ濃縮廃液貯槽 

種 類 たて置円筒形 
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１ 基 

材 料 ステンレス鋼 

容 量 約 120 ｍ３□1  

 

 

 

 

高レベル廃液共用貯槽  

１ 基 

材 料 ステンレス鋼 

容 量 約 120 ｍ３□1  
 

 

 

(ｂ) 低レベル廃液処理設備 

低レベル廃液蒸発缶  ４ 基□3  

放出前貯槽  ６ 基□3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１低レベル廃液蒸発缶  

１ 基 

材 料 ステンレス鋼□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２低レベル廃液蒸発缶  

１ 基 

材 料 ステンレス鋼□1  

 

 

 

 

 

基 数 １ 

容 量 約 120ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

 

(４) 共用貯蔵系 

 

高レベル廃液共用貯槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 120ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

 

 

第 7.3－３表 低レベル廃液処理設備の

主要設備の仕様 

 

(１) 第１低レベル廃液処理系 

 

ａ．第１低レベル第１廃液受槽 

種 類 ライニング槽 

基 数 ４ 

容 量 約 180ｍ３／基 

ライニング材料 ステンレス鋼◇4  

ｂ．第１低レベル第２廃液受槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 50ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｃ．第１低レベル廃液蒸発缶 

種 類 熱サイホン式 

基 数 １ 

容 量 約 3.8ｍ３／ｈ 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

 

(２) 第２低レベル廃液処理系 

 

ａ．第２低レベル廃液受槽 

種 類 ライニング槽 

基 数 ４ 

容 量 約 350ｍ３／基 

ライニング材料 ステンレス鋼◇4  

ｂ．第２低レベル廃液蒸発缶 

種 類 熱サイホン式 

基 数 １ 

容 量 約 13ｍ３／ｈ 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

(３) 洗濯廃液処理系 

 

ａ．洗濯廃液ろ過装置 

種 類 円筒形圧力式 
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第５低レベル廃液蒸発缶  

１ 基 

材 料 ステンレス鋼□1  

 

 

第６低レベル廃液蒸発缶  

１ 基 

材 料 ニッケル基合金□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 数 ２ 

容 量 約 3.5ｍ３／ｈ 

主要材料 ステンレス鋼◇2  

 

(４) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設廃液処理系＊ 

 

ａ．除染ピット 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 18ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼◇2  

ｂ．第１ろ過装置 

種 類 セラミック式 

基 数 ２ 

容 量 約２ｍ３／ｈ（１基当た

り） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｃ．第２ろ過装置 

種 類 中空糸膜式 

基 数 ２ 

容 量 約５ｍ３／ｈ（１基当た

り） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｄ．脱塩装置 

種 類 混床式 

基 数 １ 

容 量 約 10ｍ３／ｈ 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｅ．第５低レベル廃液蒸発缶 

種 類 熱サイホン式 

基 数 １ 

容 量 約２ｍ３／ｈ 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｆ．第６低レベル廃液蒸発缶 

種 類 強制循環式 

基 数 １ 

容 量 約 2.5ｍ３／ｈ 

主要材料 ニッケル基合金◇4  

ｇ．低レベル濃縮廃液貯槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ３ 

容 量 約 60ｍ３／基（２基） 

約６ｍ３／基（１基） 

主要材料 ステンレス鋼（約 60ｍ３

／基の貯槽） 

ニッケル基合金（約６ｍ３

／基の貯槽）◇4  

 

ｈ．洗濯廃液ろ過装置 
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第１放出前貯槽  

４ 基 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

材 料 ステンレス鋼 

容 量 約 600 ｍ３／基□1  

 

第２放出前貯槽  

２ 基 

材 料 ステンレス鋼 

容 量 約 100 ｍ３／基□1  

 

第１海洋放出ポンプ  

２ 台 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

材 料 ステンレス鋼 

容 量 約 100 ｍ３／ｈ（１台当

たり）□1  

 

第２海洋放出ポンプ  

２ 台 

材 料 ステンレス鋼 

容 量 約 100 ｍ３／ｈ（１台当

たり）□2  

 

海洋放出管  

１ 式 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

  海洋放出口  

１ 個 

海底から約３ｍ立上げ 

ノズル径約 75ｍｍ□1  

 

 

種 類 円筒形圧力式 

基 数 １ 

容 量 約３ｍ３／ｈ 

主要材料 ステンレス鋼◇2  

 

 

(５) 油分除去系 

 

油分除去装置 

種 類 活性炭充てん式 

基 数 ２ 

容 量 約 25ｍ３／ｈ（１基当た

り） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

 

(６) 海洋放出管理系 

ａ．第１放出前貯槽（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用） 

種 類 ライニングプール式 

基 数 ４ 

容 量 約 600ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｂ．第２放出前貯槽＊ 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ２ 

容 量 約 100ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｃ．第１海洋放出ポンプ（ＭＯＸ燃料

加工施設と共用） 

種 類 うず巻式 

台 数 ２ 

容 量 約 100ｍ３／ｈ（１台当

たり） 

主要材料 ステンレス鋼◇4  

ｄ．第２海洋放出ポンプ＊ 

種 類 うず巻式 

台 数 ２ 

容 量 約 100ｍ３／ｈ（１台当

たり） 

主要材料 ステンレス鋼◇2  

ｅ．海洋放出管＊ （ＭＯＸ燃料加工

施設と共用） 

数 量 １ 

管 径 陸上部 約 150ｍｍ 

海域部 約 200ｍｍ 

主要材料 陸上部 ステンレス鋼 

海域部 炭素鋼 

海洋放出口 １個 

海底より約３ｍ立上げ，ノズル

径約 75ｍｍ◇4  
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(ⅲ) 廃棄物の処理能力 

液体廃棄物の廃棄施設は，高レベル廃

液を約 3.2ｍ３／ｈ，低レベル廃液を約

15.5ｍ３／ｈで蒸発処理できる能力を有

する。また，液体廃棄物の廃棄施設は，

低レベル廃液の処理済液を約 100ｍ３／

ｈで海洋放出できる能力を有する。□4  

 

(ⅳ) 廃液槽の 大保管廃棄能力 

液体廃棄物の廃液槽を設置しないので

該当なし。□3  

 

(ⅴ) 海洋放出口の位置 

敷地東側の汀線から沖合約３ｋｍの太

平洋海中（東京湾平均海面下約 45ｍ）

に設置する。□4   

注）＊印の設備は，使用済燃料の受入

れ及び貯蔵に係る設備である。 
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別紙１－１② 

第二十四条（廃棄施設） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

① 

平常時に排出する廃棄物によ

る公衆の線量を合理的に達成

できる限り低くする 

許可事項の展開 － － ａ 

② 
放出濃度限度以下にして気体

及び液体を廃棄する能力 

技術基準の要求事項を受けた内容

として記載する。 

１項１号 

（10 条１項） 
－ ａ 

③ 
放射性廃棄物以外の廃棄物処

理設備との区別 

技術基準の要求事項を受けた内容

として記載する。 

１項２号 

（10 条１項１号） 
－ ａ 

④ 排気口からの放出 
技術基準の要求事項を受けた内容

として記載する。 

１項３号 

（10 条１項） 
－ ａ 

⑤ ろ過装置の機能維持 
技術基準の要求事項を受けた内容

として記載する。 

１項４号 

（28 条１項 3 号） 
－ ａ 

⑥ 排水口からの排出 
技術基準の要求事項を受けた内容

として記載する。 

１項５号 

（10 条１項） 
－ ａ 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

－ － － － 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  個別項目記載事項 個別項目に記載するため、共通項目では記載しない。 － 

４．添付書類等 

№ 書類名 

ａ Ⅵ－1－6 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 
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別紙１－２② 

第二十四条（廃棄施設） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

① 
放射性廃棄物の廃棄施設に係

る設備の系統構成 
許可事項の展開 － － ａ 

② 
放出濃度限度以下にして気体

及び液体を廃棄する能力 

技術基準の要求事項を受けた内容

として記載する。 

１項１号 

（10 条１項） 
－ ａ 

③ 
放射性廃棄物以外の廃棄物処

理設備との区別 

技術基準の要求事項を受けた内容

として記載する。 

１項２号 

（10 条１項１号） 
－ ａ,ｂ 

④ 排気口からの放出 
技術基準の要求事項を受けた内容

として記載する。 

１項３号 

（10 条１項） 
－ ａ 

⑤ ろ過装置の機能維持 
技術基準の要求事項を受けた内容

として記載する。 

１項４号 

（28 条１項 3 号） 
－ ａ 

⑥ 排水口からの排出 
技術基準の要求事項を受けた内容

として記載する。 

１項５号 

（10 条１項） 
－ ａ 

⑦ 
共用に関する記載 

（安全機能を有する施設） 

第 16 条「安全機能を有する施設」

の共用に係る要求を受けた内容 

－ 

（16 条５項） 
－ ｃ 

⑧ 
気体廃棄物の廃棄施設に係る

設備の系統構成及び収納場所 
許可事項の展開 － － ａ,ｄ 

⑨ 
系統構成（せん断処理・溶解廃

ガス処理設備） 
許可事項の展開 － － ａ,ｄ 

⑩ 
系統構成（塔槽類廃ガス処理設

備） 
許可事項の展開 － － ａ,ｄ 

⑪ 
系統構成（高レベル廃液ガラス

固化廃ガス処理設備） 
許可事項の展開 － － ａ,ｄ 

⑫ 主排気筒に係る基本設計方針 許可事項の展開 － － ａ,ｄ 

⑬ 
液体廃棄物の廃棄施設に係る

設備の系統構成及び収納場所 
許可事項の展開 － － ａ,ｄ 

⑭ 
系統構成（高レベル廃液処理設

備） 
許可事項の展開 － － ａ,ｄ 

⑮ 
高レベル廃液処理設備の閉じ

込めの機能に関する設計方針 

技術基準規則（第 10 条）に基づく

閉じ込めの機能に係る要求を受け

ている事項 

－ 

（第 10 条１項） 
－ ｂ 

⑯ 
系統構成（低レベル廃液処理設

備） 
許可事項の展開 － － ａ,ｄ 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  設備仕様 仕様表にて記載する。 ｅ 

□2  一般事項 
一般事項であるため、基本設計方針に記載しない。（図面

の呼び込み、記載箇所の呼び込み等） 
－ 

□3  重複記載 本文又は添付書類六の他箇所の記載と重複するため記載 － 
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しない。 

□4  添付書類で展開する事項 
放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書にて, 説明する

内容のため記載しない。 
a 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
本文又は添付書類六の他箇所の記載と重複するため記載

しない。 
－ 

◇2  一般事項 
一般事項であるため、基本設計方針に記載しない。（図面

の呼び込み、記載箇所の呼び込み等） 
－ 

◇3  
位置，構造及び廃棄物の処理系

統 

系統については，添付書類の系統図及び配置図にて示す

ため，基本設計方針には記載しない。 
ｄ 

◇4  設備仕様 仕様表にて記載する。 ｅ 

◇5  手順等 手順等については、詳細は保安規定（運用）で記載する。 － 

◇6  先行使用に関する事項 
液体廃棄物の廃棄施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯

蔵に係る設備はしゅん工施設であるため記載しない。 
－ 

◇7  建屋が収納する設備 各個別項目で展開する。 － 

◇8  セルに収納する機器 セルに設置される機器は配置図及び系統説明図に示す。 ｄ 

◇9  建屋の仕様 
仕様を特定する必要がない建屋であるため，基本設計方

針に記載しない。 
－ 

◇10  
他条文で展開する事項 

（第 10 条） 

第 10 条「閉じ込めの機能」にて，説明する内容のため記

載しない。 
－ 

◇11  
他条文で展開する事項 

（第 11 条） 

第 11 条「火災等による損傷の防止」にて，説明する内容

のため記載しない。 
－ 

◇12  
他条文で展開する事項 

（第 15 条） 

第 15 条「安全上重要な施設」にて，説明する内容のため

記載しない。 
－ 

◇13  
他条文で展開する事項 

（第 16 条） 

第 16 条「安全機能を有する施設」にて，説明する内容の

ため記載しない。 
－ 

◇14  
他条文で展開する事項 

（第 20 条） 

第 20 条「計測制御系統施設」にて，説明する内容のため

記載しない。 
－ 

◇15  
他条文で展開する事項 

（第 29 条） 

第 29 条「保安電源設備」にて，説明する内容のため記載

しない。 
－ 

◇16  添付書類で展開する事項 
放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書等の添付書類に

て, 説明する内容のため記載しない。 
ａ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

ａ Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 

ｂ Ⅵ－１－１－２－１ 安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書 

ｃ 
Ⅵ－１－１－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全 

性に関する説明書 
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ｄ Ⅵ－２ 再処理施設に関する図面 

ｅ 別添Ⅱ（仕様表）  
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ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ⅰ) 安全機能を有する施設 

 

 

(ｎ) 保管廃棄施設 

保管廃棄施設の設計に係る基本方針を

以下のとおりとする。 

ガラス固化体貯蔵設備及び低レベル固

体廃棄物貯蔵設備は，放射性廃棄物を保

管廃棄するために必要な容量を有する設

計とする。②-1,③-1 

また，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラ

ス固化体の冷却のための適切な措置を講

ずる設計とする。①-1,④-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1. 安全設計 

1.7 その他の設計方針 

1.7.1 崩壊熱除去に関する設計 

(１)再処理施設は，使用済燃料等から発

生する崩壊熱を適切に除去することと

し，構造物の温度を適切に維持するこ

と，また，放射性物質を含む溶液の崩

壊熱による機器内での沸騰を防止する

こと等の過度の温度上昇を防止する設

計とする。◇23  
 

(２)ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵設備の貯蔵ホールは，換気設備によ

り混合酸化物貯蔵容器を冷却すること

により，構造物の温度を適切に維持す

る設計とする。また，【◇23 】ガラス固

化体貯蔵設備は，ガラス固化体からの

崩壊熱を，崩壊熱により生じる通風力

によって流れる冷却空気により除去す

ることにより，ガラス固化体及び構造

物の温度を適切に維持する設計とす

る。①-4,④-4 

 

(３) 崩壊熱により溶液が沸騰するおそ

れのある場合は，その他再処理設備の

附属施設の安全冷却水系により冷却

し，冷却能力の喪失による溶液の沸騰

を防止する。さらに，沸騰までの時間

的余裕が小さい場合は，独立した２系

統の安全冷却水系による冷却を行う。

また，安全冷却水系により冷却する場

合は，塔槽類の冷却コイル又は冷却ジ

ャケットを多重化する設計とする。 

なお，漏えい液が沸騰するおそれが

ある場合は，セル等の漏えい液受皿で

受けるとともに，安全に移送及び処理

ができる設計とする。◇23  
 

(４) 崩壊熱除去のために必要な安全上

重要な系統及び機器は，動的機器の単

一故障を仮定しても，その冷却機能を

損なうことのない設計とする。◇25  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-1,③-1（P15へ） 

 

 

①-1,④-1（P15へ） 

 

 

 

 

 

 

①-4,④-4（P26へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

  ：発電炉との差異の理由     ：許可からの変更点等 
  

【凡例】 
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1.9 再処理施設に関する「再処理施設の

位置，構造及び設備の基準に関する規

則」への適合性 

 

1.9.22 保管廃棄施設 

第二十二条  

再処理施設には，次に掲げるところに

より，放射性廃棄物の保管廃棄施設（安

全機能を有する施設に属するものに限

る。）を設けなければならない。 

 

一 放射性廃棄物を保管廃棄するために

必要な容量を有するものとすること。 

 

二 冷却のための適切な措置が講じられ

ているものであること。 

 

適合のための設計方針 

第一号についてガラス固化体貯蔵設備

は，約8,200本のガラス固化体を貯蔵で

きる容量を有する設計とする。◇15  
低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，燃料

被覆管せん断片及び燃料集合体端末片を

約2,000本（1,000Ｌドラム換算），チャ

ンネルボックス及びバーナブルポイズン

を約7,000本（200ℓ ドラム缶換算），雑

固体等を約82,630本（200ℓ ドラム缶換

算）貯蔵できる容量を有する設計とす

る。◇15  
なお，雑固体等は，再処理事業の開始

から53,158本貯蔵（令和４年５月31日現

在）していることから，これ以降の貯蔵

容量は，再処理設備本体の運転開始以降

の雑固体等（推定年間発生量約5,700

本）及びＭＯＸ燃料加工施設の雑固体

（推定年間発生量約1,000本）及び廃棄

物管理施設の雑固体（推定年間発生量75

本）を考慮しても，約５年分である。◇22  
また，再処理設備本体の運転開始に先

立ち，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係

る施設から発生する雑固体及び低レベル

濃縮廃液の固化体は，再処理事業の開始

から26,035本貯蔵（令和４年５月31日現

在）していることから，これ以降の貯蔵

容量は約７年分である。◇22  
第二号についてガラス固化体貯蔵設備

は，冷却空気の流路及び十分な高さの冷

却空気出口シャフトを設け，ガラス固化

体からの崩壊熱を，崩壊熱により生じる

通風力によって流れる冷却空気により除

去することにより，ガラス固化体及び構
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造物の温度を適切に維持する設計とす

る。①-4,④-4 

 

2. 施設配置 

2.1 概  要 

再処理施設の建物及び構築物は，安全

性の確保及び操作・保守の容易さを十分

に考慮した配置とする。◇5  

敷地内には，廃棄物管理事業に係る廃

棄物管理施設の建物及び構築物並びに核

燃料物質加工事業に係るＭＯＸ燃料加工

施設の建物及び構築物も配置する。◇5  

 

2.2 全体配置 

2.2.1 設計方針 

再処理施設の建物及び構築物は，以下

の方針に基づき敷地内に配置する。◇5  

(１)平常時における周辺監視区域外での

線量が｢原子炉等規制法｣に基づき定

められている線量限度を超えないよ

うにするとともに，設計基準事故  

時における敷地境界外での線量が事

業指定基準規則を満足するような配  

置とする。◇8  

(２)再処理設備本体の運転開始に先立ち

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る

施設を使用することを考慮した配置

とする。◇5  

(３)操作・保守の容易さを十分に考慮し

た配置とする。◇8  

(４)将来の増設を考慮した配置とする。 

  ◇5  

(５)安全上重要な施設への不法な接近，

侵入の防止措置を考慮した配置とす

る。◇9  

 

2.2.2 全体配置 

敷地内の主要な建物及び構築物は，以

下のもので構成する。◇5  

(１)使用済燃料輸送容器管理建屋 

(２)使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

(３)使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 

(４)前処理建屋 

(５)分離建屋 

(６)精製建屋 

(７)ウラン脱硝建屋 

(８)ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

(９)ウラン酸化物貯蔵建屋 

(10)ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵建屋 

(11)高レベル廃液ガラス固化建屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-4,④-4（P26へ） 
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(12)第１ガラス固化体貯蔵建屋 

(13)低レベル廃液処理建屋 

(14)低レベル廃棄物処理建屋 

(15)チャンネルボックス・バーナブルポ

イズン処理建屋 

(16)ハル・エンド ピース貯蔵建屋 

(17)第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 

(18)第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 

(19)第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 

(20)主排気筒 

(21)海洋放出管 

(22)制御建屋 

(23)分析建屋 

(24)非常用電源建屋 

(25)主排気筒管理建屋 

(26)緊急時対策建屋 

(27)第１保管庫・貯水所 

(28)第２保管庫・貯水所 

 

再処理施設の一般配置図を，2.2－１

図(１)から 2.2－１図(３)に示す。◇4  

 

再処理施設の主要な建物及び構築物

は，敷地の西側部分を標高約 55ｍに整

地造成して，設置する。◇5  

敷地のほぼ中央に主排気筒を設置し，

その西側に前処理建屋，分離建屋，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋，非常用電源建

屋及び第１ガラス固化体貯蔵建屋を，主

排気筒の北西側には使用済燃料輸送容器

管理建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋及

びハル・エンドピース貯蔵建屋を，主排

気筒の北側には第１低レベル廃棄物貯蔵

建屋を，主排気筒の北東側には第４低レ

ベル廃棄物貯蔵建屋を，南東側には緊急

時対策建屋，第１保管庫・貯水所及び第

２保管庫・貯水所を設置する。主排気筒

の南西側には制御建屋，分析建屋，低レ

ベル廃液処理建屋，低レベル廃棄物処理

建屋，チャンネルボックス・バーナブル

ポイズン処理建屋及び第２低レベル廃棄

物貯蔵建屋を，主排気筒の南側には精製

建屋，ウラン脱硝建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋，ウラン酸化物貯蔵

建屋，ウラン・プルトニウム混合酸化物

貯蔵建屋及び主排気筒管理建屋を設置す

る。建物間には，放射性物質の移送等の

ため洞道を設置する。◇5  

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る使

用済燃料輸送容器管理建屋，使用済燃料
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受入れ・貯蔵建屋，使用済燃料受入れ・

貯蔵管理建屋，第１低レベル廃棄物貯蔵

建屋，海洋放出管の一部，開閉所等は，

敷地北西部に集中した配置とする。◇5  

再処理施設の建物及び構築物は，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋から南方向へ，

プロセスの流れに応じた配置とする。◇5  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋と前処理

建屋，前処理建屋と分離建屋，前処理建

屋及び分離建屋と高レベル廃液ガラス固

化建屋等の建物間については，操作・保

守の便を考慮して互いに接した配置とす

る。◇5  

整地造成した区域内の西側及び北側部

分には，放射性固体廃棄物の貯蔵施設の

将来増設のためにスペースを確保する。

◇5  

なお，安全上重要な施設は，第三者の

不法な接近等を未然に防止するため，こ

れらを取り囲む物的障壁を持つ防護され

た区域を設け，その内側に配置する。◇9  

 

2.2.3  評  価 

(１)再処理施設の建物及び構築物は，敷

地境界から十分離隔した配置として

おり，「添付書類七」に示すよう

に，平常時における周辺監視区域外

での線量が｢原子炉等規制法｣に定め

られた線量限度を超えないととも

に，「添付書類八」に示すように，

設計基準事故時における敷地境界外

での線量が事業指定基準規則を満足

する配置としている。◇8  

(２)使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る

使用済燃料輸送容器管理建屋，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋，使用済燃

料受入れ・貯蔵管理建屋，第１低レ

ベル廃棄物貯蔵建屋，海洋放出管の

一部，開閉所等は，敷地北西部に集

中した配置としているので，後続す

る建物及び構築物の工事施工により

安全を損なわない配置としている。

◇5  

(３)操作・保守の容易さを十分に考慮し

た配置としている。◇8  

(４)将来の増設を考慮した配置としてい

る。◇5  

(５)安全上重要な施設への不法な接近，

侵入の防止措置を考慮した配置とし

ている。◇9  
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2.3 建物及び構築物 

2.3.1 設計方針 

(１)主要な建物及び構築物は，敷地で予

想される洪水，風（台風），竜巻，

凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，

火山の影響，生物学的事象，森林火

災等の自然条件を考慮して，これら

によって再処理施設の安全性を損な

わないように設計する。◇10  
(２)建物及び構築物は，十分な地耐力を

有する地盤に支持させる。◇11  
(３)建物を互いに接して配置する場合

は，構造的に分離する。◇12  
(４)防護措置を講ずることを考慮した設

計とする。◇9  

(５)使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る

施設を収納する建物には，必要に 

応じ，後続する建物との取合い工事

のための予備的措置を施す。◇16  
(６)ガラス固化体の貯蔵に必要な施設を

収納する建物には，必要に応じ， 

増設する建物との取合い工事のため

の予備的措置を施す。◇16  
(７)非常用所内電源系統は，十分な独立

性を有する配置とする。◇13  
(８)建物には，その位置を明確，かつ，

恒久的に表示することにより容易に

識別できる安全避難通路を設ける設

計とする。◇14  
 

2.3.2 建物及び構築物 

主要な建物及び構築物は，敷地で予想

される洪水，風（台風），竜巻，凍結，

降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影

響，生物学的事象，森林火災等の自然条

件について，敷地及び周辺地域の過去の

記録，現地調査等を参考にして，予想さ

れる自然条件のうち最も過酷と考えられ

る条件を適切に考慮した設計とする。◇10  
重要な建物・構築物は，安定な地盤で

ある鷹架層で直接支持するか又は安定な

地盤上に打設するコンクリート等を介し

て支持する設計とする。◇11  
また，その他の建物・構築物は，十分

な地耐力を有する地盤で直接支持するか

又はくい等を介して支持する設計とす

る。◇11  
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋と前処理

建屋，前処理建屋と分離建屋，前処理建

屋及び分離建屋と高レベル廃液ガラス固

化建屋，分析建屋と制御建屋等の建物の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1682



    別紙 1① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十五条（保管廃棄施設）（7 / 49） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

間は互いに接して配置するが，構造的に

分離する。◇12  
防護対象特定核燃料物質を取り扱う建

物は，防護措置を講ずる設計とする。◇9  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋には，後

続する前処理建屋との取合い工事のため

の予備的措置を施す。◇16  
第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟には，

後続する第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟

との取合い工事のための予備的措置を施

す。◇16  
非常用所内電源系統は，相互の離隔距

離又は障壁によって分離し，１区分の損

傷により安全機能が喪失しない設計とす

る。◇13  
建物には，人の立ち入る区域から，出

口に至る通路，階段及び踊り場に，安全

避難通路を設けるものとする。安全避難

通路は，誘導灯及び非常灯により容易に

識別できる設計とする。◇14  
 

2.3.4  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋は，「使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設」の

使用済燃料貯蔵設備，燃料取出し準備設

備，燃料取出し設備及び使用済燃料輸送

容器返却準備設備，「液体廃棄物の廃棄

施設｣の使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設廃液処理系(洗濯廃液ろ過装置を

除く)，｢固体廃棄物の廃棄施設」のチャ

ンネルボックス・バーナブルポイズン処

理系の一部，廃樹脂貯蔵系(使用済燃料

の受入れ及び貯蔵に係る廃樹脂の貯蔵)

及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベ

ル廃棄物貯蔵系，「計測制御系統施設」

の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室，「その他再処理設備の附属施

設」の第１非常用ディーゼル発電機等を

収納する。◇6  

主要構造は，鉄筋コンクリート造（一

部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）

で，地上３階（地上高さ約 21ｍ），地

下３階，平面が約 130ｍ（南北方向）×

約 86ｍ（東西方向）の建物であり，堅

固な基礎版上に設置する。◇15  
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置

図を第 2.3－６図～第 2.3－12図に示

す。◇4  
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2.3.13 高レベル廃液ガラス固化建屋 

高レベル廃液ガラス固化建屋は，液体

廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液貯蔵設

備，固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃

液ガラス固化設備及びガラス固化体貯蔵

設備の一部，気体廃棄物の廃棄施設の高

レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備及

び高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃

ガス処理設備等を収納する。◇6  

高レベル濃縮廃液貯槽，ガラス溶融炉

等の機器は，セル内に収容する。【◇7 】

また，ガラス固化体貯蔵設備の貯蔵ピッ

トは，十分な厚みを有する建物のコンク

リート壁等で構築した地下部に配置す

る。◇8  

主要構造は，鉄筋コンクリート造（一

部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）

で，地上２階（地上高さ約 15ｍ），地

下４階，平面が約 59ｍ（南北方向）×

約 84ｍ（東西方向）の建物であり，堅

固な基礎版上に設置する。◇15  
高レベル廃液ガラス固化建屋は，ガラ

ス固化体の冷却流路を形成するため，流

路出入口側に迷路板及びルーバを付設し

た冷却空気入口シャフト及び冷却空気出

口シャフトを設け，冷却空気を出口シャ

フトの排気口から排出する。排気口の高

さは約 35ｍとする。◇1  

高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置

図を第 2.3－75図～第 2.3－83図に示

す。◇4  

 

2.3.14 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

第１ガラス固化体貯蔵建屋は，固体廃

棄物の廃棄施設のガラス固化体貯蔵設備

の一部等を収納する。◇6  

第１ガラス固化体貯蔵建屋は，第１ガ

ラス固化体貯蔵建屋東棟及び西棟で構成

され，西棟建設後，東棟及び西棟間の一

部の壁を撤去する。◇6  

ガラス固化体貯蔵設備の貯蔵ピット

は，十分な厚みを有する建物のコンクリ

ート壁等で構築した地下部に配置する。

◇8  

主要構造は，鉄筋コンクリート造（一

部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）

で，地上１階（地上高さ約 14ｍ），地

下２階，平面が第１ガラス固化体貯蔵建

屋東棟で約 47ｍ（南北方向）×約 56ｍ

（東西方向），第１ガラス固化体貯蔵建

屋西棟で約 47ｍ（南北方向）×約 56ｍ
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（東西方向）の建物であり，堅固な基礎

版上に設置する。◇15  
第１ガラス固化体貯蔵建屋は，貯蔵区

域ごとのガラス固化体の冷却流路を形成

するため，流路出入口側に迷路板及びル

ーバ等を付設した冷却空気入口シャフト

及び冷却空気出口シャフトを設け，冷却

空気を出口シャフトの排気口から排出す

る。排気口の高さは約 35ｍとする。◇1  

第１ガラス固化体貯蔵建屋機器配置図

を第 2.3－84図～第 2.3－87図に示す。

◇4  

 

2.3.16 低レベル廃棄物処理建屋 

低レベル廃棄物処理建屋は，固体廃棄

物の廃棄施設の低レベル濃縮廃液処理

系，廃溶媒処理系及び雑固体廃棄物処理

系，気体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃

棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備等を

収納する。【◇6 】また，低レベル廃棄物

処理建屋換気筒を本建屋上に設置する。

◇8  

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，

地上４階（地上高さ約 29ｍ），地下２

階，平面が約 98ｍ（南北方向）×約 99

ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基

礎版上に設置する。◇15  
低レベル廃棄物処理建屋機器配置図を

第 2.3－94図～第 2.3－100図に示す。

◇4  

 

2.3.17 チャンネルボックス・バーナブ

ルポイズン処理建屋 

チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋は，固体廃棄物の廃棄施設

のチャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理系の一部，廃樹脂貯蔵系（チャ

ンネルボックス及びバーナブルポイズン

の処理に係る廃樹脂の貯蔵) 及びチャン

ネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵

系，気体廃棄物の廃棄施設のチャンネル

ボックス・バーナブルポイズン処理建屋

塔槽類廃ガス処理設備等を収納する。◇6  

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，

地上２階（地上高さ約 26ｍ），地下１

階，平面が約 61ｍ（南北方向）×約 61

ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基

礎版上に設置する。◇15  
チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋機器配置図を第 2.3－101

図～第 2.3－104図に示す。◇4  
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2.3.18 ハル・エンドピース貯蔵建屋 

ハル・エンドピース貯蔵建屋は,固体

廃棄物の廃棄施設のハル・エンドピース

貯蔵系，廃樹脂貯蔵系（ハル・エンドピ

ースの貯蔵に係る廃樹脂の貯蔵），気体

廃棄物の廃棄施設のハル・エンドピース

貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備等を収納

する。◇6  

主要構造は，鉄筋コンクリート造（一

部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）

で，地上２階（地上高さ約 18ｍ），地

下４階，平面が約 43ｍ（南北方向）×

約 54ｍ（東西方向）の建物であり，堅

固な基礎版上に設置する。◇15  
ハル・エンドピース貯蔵建屋機器配置

図を第 2.3－105図～第 2.3－111図に示

す。◇4  

 

2.3.19 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第１低レベル廃棄物貯蔵建屋は，固体

廃棄物の廃棄施設の第１低レベル廃棄物

貯蔵系等を収納する。◇6  

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，

地上１階（地上高さ約６ｍ），平面が約

73ｍ（南北方向）×約 38ｍ（東西方

向）の建物であり，堅固な基礎版上に設

置する。◇15  
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置

図を第 2.3－112図に示す。◇4  

 

2.3.20 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋は，固体

廃棄物の廃棄施設の第２低レベル廃棄物

貯蔵系（第１貯蔵系及び第２貯蔵系）等

を収納する。◇6  

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，

地上２階（地上高さ約 13ｍ），地下３

階，平面が約 70ｍ（南北方向）×約 65

ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基

礎版上に設置する。◇15  
第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置

図を第 2.3－113図～第 2.3－118図に示

す。◇4  

 

2.3.21 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第４低レベル廃棄物貯蔵建屋は，固体

廃棄物の廃棄施設の第４低レベル廃棄物

貯蔵系等を収納する。◇6  

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，

地上１階（地上高さ約６ｍ），平面が約
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73ｍ（南北方向）×約 38ｍ（東西方

向）の建物であり，堅固な基礎版上に設

置する。◇15  
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置

図を第 2.3－119図に示す。◇4  

 

2.3.31 その他 

敷地の北西側には，受電開閉設備を収

納する開閉所，並びに給水処理設備，圧

縮空気設備等を収納するユーティリティ

建屋及び北換気筒を，北側には蒸気供給

設備を収納するボイラ建屋等を，西側に

は電気設備を収納する第２ユーティリテ

ィ建屋を設置する。また，冷却水設備

は，各所に配置する。◇5  

分離建屋の東側には，化学薬品貯蔵供

給設備を収納する試薬建屋を，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋の東側には，

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の還

元ガス供給系の還元ガス供給槽を収納す

る還元ガス製造建屋を，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋の北側には，模擬廃液受入

槽を収納する模擬廃液貯蔵庫を設置す

る。また，分析建屋に隣接して出入管理

建屋を設置する。出入管理建屋の一角

に，核燃料物質の使用の許可を受けたバ

イオアッセイ設備を設置し，出入管理建

屋の一部をバイオアッセイ設備と共用す

る。◇5  

北換気筒の東側には，北換気筒管理建

屋を設置する。◇5  

建屋間には，放射性物質等を移送する

ための配管，ダクト，ケーブル等を収納

する洞道を設置する。主要な洞道は，次

の洞道で構成され，その他再処理設備の

附属施設（電気設備の非常用所内電源系

統の一部，圧縮空気設備安全圧縮空気系

の一部，冷却水設備安全冷却水系の一部

等）等を収納する。◇5  

(１)分離建屋と高レベル廃液ガラス固化

建屋を接続する洞道 

(２)分離建屋，精製建屋，ウラン脱硝建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋，低レベル廃液処理建屋，低レ

ベル廃棄物処理建屋及び分析建屋を

接続する洞道のうち，低レベル廃液

処理建屋に接続する東側の洞道並び

にウラン脱硝建屋及びウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋に接続する洞

道を除く部分 

(３)精製建屋とウラン脱硝建屋を接続す
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る洞道 

(４)精製建屋とウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋を接続する洞道 

(５)ウラン脱硝建屋とウラン酸化物貯蔵

建屋を接続する洞道 

(６)高レベル廃液ガラス固化建屋と第１

ガラス固化体貯蔵建屋を接続する洞

道 

(７)使用済燃料受入れ・貯蔵建屋と使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 

安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂを接続す

る洞道 

(８)前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

高レベル廃液ガラス固化建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋，制

御建屋，非常用電源建屋，再処理設

備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，

Ｂ，主排気筒及び主排気筒管理建屋

を接続する洞道のうち，安全上重要

な施設としての排気ダクト又は主排

気筒の排気筒モニタに接続する非常

用所内電源ケーブルのみを収納する

洞道を除く部分◇5  

 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，

地下埋設，建築面積約 24,000ｍ２の構

築物である。◇15  
洞道は，十分な強度・剛性及び耐力を

有する構造とし，重要な洞道（耐震Ｓク

ラスの設備を収納する洞道）は，安定な

地盤に支持する。◇11  
また，土圧，上部を通過する車両等の

荷重に対しても十分な強度を有する構造

とする。◇12  
主要な洞道の配置図を第 2.2－１図

(２)に示す。◇4  

敷地の南側には，新消防建屋を設置す

る。◇5  

新消防建屋の配置図を第 2.2－１図

(２)及び第 2.2－１図(３)に示す。◇4  
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第２章 個別項目 

5．放射性廃棄物の廃棄施設 

 

 

5.3 固体廃棄物の廃棄施設 

 

固体廃棄物の廃棄施設は，高レベル廃

液をガラス固化体に処理する高レベル廃

液ガラス固化設備，ガラス固化体を貯蔵

するガラス固化体貯蔵設備，低レベル濃

縮廃液，廃棄する有機溶媒（以下「廃溶

媒」という。），チャンネルボックス

（以下「ＣＢ」という。），バーナブル

ポイズン（以下「ＢＰ」という。）及び

雑固体を処理する低レベル固体廃棄物処

理設備並びに低レベル固体廃棄物を貯蔵

する低レベル固体廃棄物貯蔵設備で構成

する。⑩-1 

高レベル廃液ガラス固化設備は，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋に，ガラス固化

体貯蔵設備は，高レベル廃液ガラス固化

建屋及び第１ガラス固化体貯蔵建屋に，

低レベル固体廃棄物処理設備は，低レベ

ル廃棄物処理建屋及びチャンネルボック

ス・バーナブルポイズン処理建屋に，低

レベル固体廃棄物貯蔵設備は，チャンネ

ルボックス・バーナブルポイズン処理建

屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋，第１

低レベル廃棄物貯蔵建屋，第２低レベル

廃棄物貯蔵建屋及び第４低レベル廃棄物

貯蔵建屋に収納する設計とする。⑩-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ガラス固化体貯蔵建屋は，地上１

階，地下２階の建物とする設計とする。

⑩-3 

 

 

 

 

低レベル廃棄物処理建屋は，地上４

階，地下２階の建物とする設計とする。

⑩-4 

 

 

ト．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び

設備 

 

(３) 固体廃棄物の廃棄施設 

(ⅰ) 構 造 

 固体廃棄物の廃棄施設は，高レベル廃

液をガラス固化体に処理する高レベル廃

液ガラス固化設備２系列（一部１系列）

【□2 】，ガラス固化体を貯蔵するガラ

ス固化体貯蔵設備，低レベル濃縮廃液，

廃棄する有機溶媒（以下「廃溶媒」とい

う。），チャンネルボックス（以下「Ｃ

Ｂ」という。），バーナブルポイズン

（以下「ＢＰ」という。）及び雑固体を

処理する低レベル固体廃棄物処理設備及

び低レベル固体廃棄物を貯蔵する低レベ

ル固体廃棄物貯蔵設備で構成する。⑩-1 

 高レベル廃液ガラス固化設備は，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋に，ガラス固化

体貯蔵設備は，高レベル廃液ガラス固化

建屋及び第１ガラス固化体貯蔵建屋に，

低レベル固体廃棄物処理設備は，低レベ

ル廃棄物処理建屋及びチャンネルボック

ス・バーナブルポイズン処理建屋に，低

レベル固体廃棄物貯蔵設備は，チャンネ

ルボックス・バーナブルポイズン処理建

屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋，第１

低レベル廃棄物貯蔵建屋，第２低レベル

廃棄物貯蔵建屋及び第４低レベル廃棄物

貯蔵建屋に収納する。⑩-2 

 

 

 

 

 

 

高レベル廃液ガラス固化建屋の主要構

造は，「ト．(１)(ⅰ) 構造」に示す。

□3  

第１ガラス固化体貯蔵建屋の主要構造

は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋

コンクリート造及び鉄骨造）で，【□4 】

地上１階，地下２階，建築面積約5,700

ｍ２（東棟約2,900ｍ２及び西棟約2,800

ｍ２の一体構造）【□4 】の建物である。

⑩-3 

低レベル廃棄物処理建屋の主要構造

は，鉄筋コンクリート造で，【□4 】地上

４階，地下２階，建築面積約9,500ｍ２

【□4 】の建物である。⑩-4 

 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

 

 

7.4 固体廃棄物の廃棄施設 

7.4.1 概 要 

固体廃棄物の廃棄施設は，各施設及び

公益財団法人核物質管理センターが運営

する六ヶ所保障措置分析所（以下「各種

施設」という。）で発生する高レベル廃

液，低レベル濃縮廃液，廃溶媒，雑固体

等をそれぞれの性状に応じて固化，乾

燥，熱分解，焼却等の処置を施し容器に

詰めた後，又は貯槽に受け入れた後，保

管廃棄する施設であり【⑤-1,⑦-1】，

以下の設備で構成する。また，ＭＯＸ燃

料加工施設及び廃棄物管理施設で発生し

容器に詰められた雑固体を保管廃棄す

る。◇1  

高レベル廃液ガラス固化設備 

ガラス固化体貯蔵設備 

低レベル固体廃棄物処理設備 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

なお，各種施設で発生する雑固体は，

発生するそれぞれの建屋で，必要な場合

には一時集積場所を設定した上で集積・

保管し，雑固体に応じた運搬容器に収納

した後，クレーン等により運搬車に載

せ，低レベル廃棄物処理建屋，第２低レ

ベル廃棄物貯蔵建屋，第４低レベル廃棄

物貯蔵建屋等に運搬し，クレーン等によ

り低レベル固体廃棄物処理設備又は低レ

ベル固体廃棄物貯蔵設備に受け入れる。

◇1  

また，雑固体のうち，各施設から発生

する廃活性炭は，水切りした後，それぞ

れの建屋で，必要な場合には一時集積場

所を設定した上で集積・保管し，ドラム

缶に収納した後，クレーン等により運搬

車に載せ，第２低レベル廃棄物貯蔵建

屋，第４低レベル廃棄物貯蔵建屋等に運

搬し，クレーン等により低レベル固体廃

棄物貯蔵設備に受け入れる。◇1  

 

ＭＯＸ燃料加工施設で容器に詰められ

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋に運搬され

た雑固体は，クレーン等により低レベル

廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯

蔵系に受け入れる。また，廃棄物管理施

設で容器に詰められた第２低レベル廃棄

物貯蔵建屋に運搬された雑固体は，クレ

第２章 個別項目 

1.廃棄物貯蔵設備，廃棄物処理設備 

1.1 廃棄物貯蔵設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-1,⑦-1（P15へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉と再処理施設の設備

の相違のため。（以下同様） 

【許可からの変更点】 

語尾の記載を適正化。 

(以下同様) 

【許可からの変更点】 

再処理施設を収納する建

屋について語尾の記載を

適正化。（以下同様） 

【許可からの変更点】 

記載を適正化。 

1689



    別紙 1① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十五条（保管廃棄施設）（14 / 49） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋は，地上２階，地下１階の

建物とする設計とする。⑩-5 

 

 

ハル・エンドピース貯蔵建屋は，地上

２階，地下４階建物とする設計とする。

⑩-6 

 

 

第１低レベル廃棄物貯蔵建屋は，地上

１階の建物とする設計とする。⑩-7 

 

 

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋は，地上

２階，地下３階の建物とする設計とす

る。⑩-8 

 

第４低レベル廃棄物貯蔵建屋は，地上

１階の建物とする設計とする。⑩-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋の主要構造は，鉄筋コンク

リート造で，【□4 】地上２階，地下１

階，建築面積約3,500ｍ２【□4 】の建物

である。⑩-5 

ハル・エンドピース貯蔵建屋の主要構

造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄

筋コンクリート造及び鉄骨造）で，

【□4 】地上２階，地下４階，建築面積約

2,200ｍ２【□4 】の建物である。⑩-6 

 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋の主要構

造は，鉄筋コンクリート造で，【□4 】地

上１階，建築面積約2,700ｍ２【□4 】の

建物である。⑩-7 

 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の主要構

造は，鉄筋コンクリート造で，【□4 】地

上２階，地下３階，建築面積約4,400ｍ
２【□4 】の建物である。⑩-8 

 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋の主要構

造は，鉄筋コンクリート造で，【□4 】地

上１階，建築面積約2,700ｍ２【□4 】の

建物である。⑩-9 

 

第１ガラス固化体貯蔵建屋機器配置概

要図を第130図から第133図に，低レベル

廃棄物処理建屋機器配置概要図を第140

図から第146図に，チャンネルボック

ス・バーナブルポイズン処理建屋機器配

置概要図を第147図から第150図に，ハ

ル・エンドピース貯蔵建屋機器配置概要

図を第151図から第157図に，第１低レベ

ル廃棄物貯蔵建屋機器配置概要図を第

158図に，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋

機器配置概要図を第159図から第164図

に，第４低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配

置概要図を第165図にそれぞれ示す。□3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ーン等により低レベル廃棄物貯蔵設備の

第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系

に受け入れる◇1  
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第二十五条 
 放射性廃棄物を保管廃棄す

る設備であって、放射性廃棄

物の崩壊熱及び放射線の照射

により発生する熱によって過

熱するおそれがあるものは，

冷却のための必要な措置を講

じ得るように設置されたもの

でなければならない。① 

 

 

事業指定基準規則 

保管廃棄施設 

第二十二条 

再処理施設には，次に掲げ

るところにより，放射性廃棄

物の保管廃棄施設（安全機能

を有する施設に属するものに

限る。）を設けなければなら

ない。 

 

一 放射性廃棄物を保管廃棄

するために必要な容量を有す

るものとすること。 

②,③,⑥,⑧ 

 

二 冷却のための適切な措置

が講じられているものである

こと。④,⑤,⑥,⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固体廃棄物の廃棄施設のうち，ガラス

固化体貯蔵設備及び低レベル固体廃棄物

貯蔵設備は，放射性廃棄物を保管廃棄す

るために必要な容量を有する設計とす

る。②-1,③-1 

また，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラ

ス固化体の冷却のための適切な措置を講

ずる設計とする。①-1,④-1 

 

高レベル廃液ガラス固化設備は，各施

設から発生する高レベル廃液を処理でき

る能力を有する設計とする。⑤-1 

低レベル固体廃棄物処理設備は，各施

設及び公益財団法人核物質管理センター

が運営する六ヶ所保障措置分析所（以下

「各種施設」という。）で発生する低レ

ベル濃縮廃液，廃溶媒，焼却可能な雑固

体及び圧縮減容可能な雑固体並びにＣ

Ｂ・ＢＰを処理できる能力を有する設計

とする。⑦-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，再処

理施設から発生する低レベル廃棄物を貯

蔵するとともに，ＭＯＸ燃料加工施設及

び廃棄物管理施設から発生し容器に詰め

られた雑固体を貯蔵する設計とする。

【⑨-1】そのため，低レベル固体廃棄物

貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系を

ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，第２低レ

ベル廃棄物貯蔵系の一部を廃棄物管理施

設と共用する【⑨-2】とともに，第２低

レベル廃棄物貯蔵系の一部を収納する第

２低レベル廃棄物貯蔵建屋の一部は，遮

蔽として廃棄物管理施設と共用する。

【◇29 】共用によって再処理施設の安全

性を損なわない設計とする。⑨-3 

また，ガラス固化体貯蔵設備にはガラ

ス固化体の冷却のため冷却空気の流路及

び十分な高さの高レベル廃液ガラス固化

建屋及びガラス固化体貯蔵建屋の冷却空

気出口シャフト（以下「冷却空気出口シ

ャフト」という。）を設け，ガラス固化

体の崩壊熱により生じる通風力によって

流れる冷却空気により崩壊熱を除去する

構造とする。【①-2,④-2】 

高レベル廃液ガラス固化設備系統概要

図を第44図に，低レベル固体廃棄物処理

設備系統概要図を第45図に示す。□3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性廃棄物を貯蔵する設備の容量

は、通常運転時に発生する放射性廃

棄物の発生量と放射性廃棄物処理設

備の処理能力，また，放射性廃棄物

処理設備の稼働率を想定した設計と

する。【40条１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-1,③-1（P1から） 

 

 

①-1,④-1（P1から） 

 

 

 

⑤-1（P13,P44から） 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-1（P13,P44から） 

 

 

 

 

 

 

⑨-1（P40へ） 

 

 

 

⑨-2（P40へ） 

 

 

 

 

⑨-3（P40へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-2,④-2（P26へ） 

 

 

 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

貯蔵容量についての基本方針は

同様であるが，発電炉と再処理施

設では設備の構成が異なるため。 

【許可からの変更点】 

主語の明確化。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉と再処理施設では設

備の構成が異なるため。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 
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5.3.1 高レベル廃液ガラス固化設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 
 (ａ) 高レベル廃液ガラス固化設備 

ガラス溶融炉 ２ 基（１基／系列） 

材 料 ステンレス鋼（ケーシング） 

耐火レンガ（炉材）□1  

 

高レベル廃液調整槽 ３ 基 

材 料 ステンレス鋼 

容 量 約 20 ｍ３／基（２基） 

約６ ｍ３（１基）□1  

 

高レベル廃液供給液槽４ 基 

（２基／系列） 

材 料 ステンレス鋼 

容 量 約５ ｍ３／基（２基） 

約２ ｍ３／基（２基）□1  

 

固化セル移送台車 

２台（１台／系列）□1  

 

ガラス固化体検査室天井クレーン 

１台□1  

 

ガラス固化体検査装置１式□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.4.2 高レベル廃液ガラス固化設備 

7.4.2.1 概 要 

高レベル廃液ガラス固化設備は，高レ

ベル濃縮廃液，アルカリ濃縮廃液，アル

カリ洗浄廃液及び不溶解残渣廃液をガラ

ス固化する設備である。◇1  

高レベル廃液ガラス固化設備系統概要

図を第 7.4－１図に示す。◇4  

7.4.2.2 設計方針 

(１) 閉じ込め 

高レベル廃液ガラス固化設備の放射性

物質を内包する機器は，腐食し難い材料

を使用し【◇27 】，かつ，漏えいし難い構

造とするとともに，万一液体状の放射性

物質が漏えいした場合にも漏えいの拡大

を防止し安全に処置できる設計とし

【◇23 】，さらに気体廃棄物の廃棄施設に

より負圧を維持する設計とする。◇19  
(２) 火災及び爆発の防止 

高レベル廃液混合槽等の廃液の放射線

分解により発生する水素の濃度が過度に

上昇する可能性のある機器は，水素の爆

発を防止できる設計とする。◇24  
(３) 崩壊熱除去 

高レベル廃液混合槽等の高濃度の放射

性物質を内包する機器は，崩熱による過

度の温度上昇を防止するため，適切な冷

却機能を有する設計とする。◇23  
(４) 単一故障 

安全上重要な流下停止系は，それらを

構成する動的機器の単一故障を仮定して

も安全機能を確保できる設計とする。 

◇20  
(５) 外部電源喪失 

安全上重要な流下停止系は，非常用所内

電源系統に接続し，外部電源が喪失した

場合でも安全機能が確保できる設計とす

る。◇20  
(６) 落下防止 

ガラス固化体検査室天井クレーン等

は，ガラス固化体の落下を防止できる設

計とし，固化セル移送台車は，ガラス固

化体の転倒を防止でき設計とする。◇28  
また，万一のガラス固化体の落下によ

っても，ガラス固化体容器に著しい損傷

を与えない設計とする。◇28  
(７) 試験及び検査 

安全上重要な流下停止系は，定期的に試
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高レベル廃液ガラス固化設備は，２系

列(一部１系列)で構成する。⑤-2 

 

 

 

高レベル廃液ガラス固化設備は，液体

廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設

備の高レベル廃液濃縮系等から発生する

高レベル廃液を処理することが可能な能

力を有する設計とする。⑤-3 

 

 

高レベル廃液ガラス固化設備は，液体

廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液貯蔵設

備から高レベル濃縮廃液及び不溶解残渣

廃液を高レベル廃液混合槽に受け入れる

設計とする。また，アルカリ濃縮廃液及

びアルカリ洗浄廃液をアルカリ濃縮廃液

中和槽に受け入れる設計とする。⑤-4 

必要に応じて中和等の処理をしたアル

カリ濃縮廃液及びアルカリ洗浄廃液は，

高レベル廃液混合槽に移送する。高レベ

ル廃液混合槽内の廃液は，必要に応じて

組成調整を行った後，供給液槽及び供給

槽を経てガラス溶融炉に移送し，ガラス

原料とともに溶融する設計とする。⑤-5 

 

また，ガラス溶融炉の洗浄運転を実施

する場合は，高レベル廃液に替えてガラ

ス溶融炉に模擬廃液供給設備より模擬廃

液を移送し，ガラス原料とともに溶融す

る設計とする。⑤-6 

ガラス溶融炉内で溶融したガラスは，

固化セル移送台車上のガラス固化体容器

に注入する設計とする。⑤-7 

注入後，溶接機にてガラス固化体容器

にふたを溶接し，除染装置にて，ガラス

固化体表面の除染を行う。その後，ガラ

ス固化体検査装置での各種検査（外観検

査，表面汚染検査，寸法検査，閉じ込め

検査）を実施したガラス固化体は，ガラ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

験及び検査ができる設計とする。◇26  
 

7.4.2.3 主要設備の仕様 

高レベル廃液ガラス固化設備の主要設

備の仕様を第 7.4－１表に示す。◇4  

また，ガラス溶融炉概要図を第 7.4－

２図に示す。◇4  

 

7.4.2.4 系統構成及び主要設備 

高レベル廃液ガラス固化設備は，２系

列(一部１系列)で構成し，【⑤-2】通常

は２系列で運転するが，１系列故障時等

には，１系列で運転できるよう設計す

る。◇1  

高レベル廃液ガラス固化設備は，液体

廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設

備の高レベル廃液濃縮系等から発生する

高レベル廃液を処理することが可能な能

力を有する。⑤-3 

 

(１) 系統構成 

高レベル廃液ガラス固化設備は，液体

廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液貯蔵設

備から高レベル濃縮廃液及び不溶解残渣

廃液を高レベル廃液混合槽に受け入れ

る。また，アルカリ濃縮廃液及びアルカ

リ洗浄廃液をアルカリ濃縮廃液中和槽に

受け入れる。⑤-4 

必要に応じて中和等の処理をしたアル

カリ濃縮廃液及びアルカリ洗浄廃液は，

高レベル廃液混合槽に移送する。高レベ

ル廃液混合槽内の廃液は，必要に応じて

組成調整を行った後，供給液槽及び供給

槽を経てガラス溶融炉に移送し，ガラス

原料とともに，1,100～1,200℃程度で

【◇22 】溶融する。⑤-5 

また，ガラス溶融炉の洗浄運転を実施

する場合は，高レベル廃液に替えてガラ

ス溶融炉に模擬廃液を移送し，ガラス原

料とともに溶融する。⑤-6 

 

ガラス溶融炉内で溶融したガラスは，

固化セル移送台車上のガラス固化体容器

に注入する。⑤-7 

注入後，ふたを溶接し，表面汚染検査

等の検査を実施したガラス固化体は，ガ

ラス固化体検査室天井クレーンによりガ

ラス固化体貯蔵設備に移送する。⑤-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-8（P18へ） 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設特有の設備のため。 

（以下同様） 

【「等」の解説】 

「中和等」とはアルカリ濃縮

廃液及びアルカリ洗浄廃液を

中和するための硝酸の供給，

並びにアジ化物分解のための

亜硝酸ナトリウム溶液の供給

を指すが，主たる操作は前者

であるため許可の記載を用い

た。 

【許可からの変更点】 

高レベル廃液ガラス固化設備

の構成に合わせ，基本設計方

針の記載を適正化。 

【許可からの変更点】 

「表面汚染検査等」について

対象を明確にした。 

【「等」の解説】 

「高レベル廃液処理設備の高

レベル廃液濃縮系等」とは高

レベル廃液の主な発生元であ

る，液体廃棄物の廃棄施設の

高レベル廃液濃縮系，アルカ

リ廃液濃縮系及び再処理設備

本体の溶解施設 清澄・計量設

備のことであるが，ここでは

高レベル廃液の発生元の総称

として示した記載であること

から，許可の記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載を適正化。 

1693



    別紙 1① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十五条（保管廃棄施設）（18 / 49） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ス固化体検査室天井クレーンによりガラ

ス固化体貯蔵設備に移送する設計とす

る。⑤-8 

なお，ガラス固化体貯蔵設備で貯蔵中

のガラス固化体の過度の温度上昇を防止

する観点から，高レベル廃液ガラス固化

設備では，ガラス固化体１本当たりの発

熱量2.3ｋＷ以下を目標としてガラス固化

体を製造する。⑤-9 

 

 

ただし，ガラス固化体の発熱量は，高

レベル廃液の分析値のばらつき，ガラス

溶融炉への高レベル廃液及びガラス原料

の供給量の変動並びにガラス固化体容器

へのガラス注入量の変動を考慮すると目

標からばらつくことが考えられ，2.3ｋＷ

／本以下を目標としてガラス固化体を製

造する場合，製造されるガラス固化体の

発熱量は，ばらつきを考慮して１本の最

大値としては 2.8ｋＷ／本となるような

設計とする。⑤-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，ガラス固化体貯蔵設備で貯蔵中

のガラス固化体の過度の温度上昇を防止

する観点から，高レベル廃液ガラス固化

設備では，ガラス固化体１本当たりの発

熱量 2.3ｋＷ以下を目標としてガラス固

化体を製造する。⑤-9 

 

(２) 主要設備 

高レベル廃液ガラス固化設備の主要機

器のうち，槽類は，ステンレス鋼を用い

接液部は溶接構造等の設計とし【◇27 】，

ガラス溶融炉は，溶融槽を耐火レンガで

構成し，外側をステンレス鋼製のケーシ

ングで覆う構造とする。◇1 ,◇23  
また，万一放射性物質を含む廃液が漏

えいした場合に備えて，機器を収納する

セルの床には，漏えい検知装置を備えた

ステンレス鋼製の漏えい液受皿を設置

し，漏えいした廃液は，液体廃棄物の廃

棄施設の高レベル廃液共用貯槽等に移送

する設計とする。◇1 ,◇23  
なお，高レベル廃液混合槽等を収納す

るセルにおいて，万一漏えいが起きた場

合は，漏えいした廃液が沸騰するおそれ

があるため，漏えい検知装置を多重化す

るとともに，漏えい液移送のためのスチ

ーム ジェットポンプの蒸気は，その他

再処理設備の附属施設の安全蒸気系から

適切に供給する設計とする。◇1 ,◇23  
高レベル廃液ガラス固化設備の主要機

器は，気体廃棄物の廃棄施設の高レベル

廃液ガラス固化廃ガス処理設備又は高レ

ベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処

理設備に接続し，負圧の維持ができる設

計とする。◇1 ,◇19  
高レベル廃液ガラス固化設備の高レベ

ル廃液混合槽等の高濃度の放射性物質を

内包する機器は，その他再処理設備の附

属施設の安全圧縮空気系から空気を適切

に供給し，廃液の放射線分解により発生

する水素を可燃限界濃度未満に抑制する

設計とするとともに，接地し，着火源を

排除する。◇1 ,◇24  
高レベル廃液ガラス固化設備の高レベ

ル廃液混合槽等の高濃度の放射性物質を

内包する機器は，その他再処理設備の附

属施設の安全冷却水系から冷却水を適切

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-8（P17から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-13（P22から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

記載を適正化。 
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ガラス溶融炉は，計測制御系統施設の

固化セル移送台車上の重量計の信号が固

化ガラス１本分の質量になると発信する

信号により，流下ノズルの加熱を停止

し，さらに，流下ノズル冷却用の冷却空

気供給用弁を開とし，その他再処理設備

の附属施設の安全圧縮空気系から空気を

供給し，溶融ガラスの流下停止を行う流

下停止系を設ける設計とする。 

⑤-10,⑪-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に供給し，崩壊熱を除去する設計とす

る。◇1 ,◇23  
高レベル廃液ガラス固化設備の高レベ

ル廃液混合槽等は内包する廃液の温度を

監視し，ガラス溶融炉は耐火レンガの温

度等を監視することにより，運転状態を

監視できる設計とする。◇1 ,◇18  
また，固化セル移送台車上の質量を監

視することにより溶融ガラスの流下量の

監視ができる設計とする。◇1 ,◇18  
ガラス固化体の組成管理のため，ガラ

ス溶融炉への高レベル廃液の供給量，ガ

ラス原料供給量及びガラス固化体容器へ

のガラス注入量の監視ができる設計とす

る。◇1 ,◇18  

高レベル廃液ガラス固化設備の【◇2 】

ガラス溶融炉は，計測制御系統施設の固

化セル移送台車上の重量計の信号が固化

ガラス１本分の質量になると発信する信

号により，流下ノズルの加熱を停止し，

さらに，流下ノズル冷却用の冷却空気供

給用弁を開とし，その他再処理設備の附

属施設の安全圧縮空気系から空気を供給

し，溶融ガラスの流下停止を行う流下停

止系を設ける設計とする。⑤-10,⑪-1 

 

高レベル廃液ガラス固化設備の安全上

重要な流下停止系は，それを構成する動

的機器の単一故障を仮定しても溶融ガラ

スの流下停止機能を確保するように，弁

を多重化する設計とする。◇1 ,◇20  
 

高レベル廃液ガラス固化設備の安全上

重要な流下停止系は，その他再処理設備

の附属施設の非常用所内電源系統に接続

する設計とする。◇1 ,◇20  
 

高レベル廃液ガラス固化設備のガラス

溶融炉等は，保守・補修を考慮した設計

とする。また，保守・補修が容易かつ短

期間にできて放射線業務従事者の線量を

可能な限り低くするように，保守用の室

を適切な位置に配置するとともに，保

守・補修に使用するクレーン等の機器を

適切に配置する設計とする。◇1 ,◇26  
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高レベル廃液調整槽（高レベル廃液混

合槽，アルカリ濃縮廃液中和槽）及び高

レベル廃液供給液槽（供給液槽，供給

槽）は，廃液かくはん用にかくはん装置

を設ける設計とする。⑤-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．高レベル廃液調整槽 

(ａ) 高レベル廃液混合槽 

高レベル廃液混合槽は，内包する廃液

の崩壊熱を除去するため独立した２系列

の冷却コイルを設置し，その他再処理設

備の附属施設の安全冷却水系から冷却水

を適切に供給する設計とする。さらに，

【◇23 】廃液かくはん用にかくはん装置を

設ける。【⑤-11】また，高レベル廃液

混合槽は，廃液の放射線分解により発生

する水素を希釈するために，その他再処

理設備の附属施設の安全圧縮空気系から

空気を適切に供給する設計とする。

【◇24 】高レベル廃液混合槽は，液温の監

視用に温度計を設ける。◇1 ,◇18  
(ｂ) アルカリ濃縮廃液中和槽 

アルカリ濃縮廃液中和槽は，廃液かく

はん用にかくはん装置を設ける。【⑤-

11】また，アルカリ濃縮廃液中和槽は，

必要に応じて廃液を中和等の処理ができ

る設計とする。◇1  

 

ｂ．高レベル廃液供給液槽 

(ａ) 供給液槽 

供給液槽は，内包する廃液の崩壊熱を

除去するため，独立した２系列の冷却コ

イルを設置し，その他再処理設備の附属

施設の安全冷却水系から冷却水を適切に

供給する設計とする。さらに，【◇23 】廃

液かくはん用にかくはん装置を設ける。

【⑤-11】また，供給液槽は，廃液の放

射線分解により発生する水素を希釈する

ために，その他再処理設備の附属施設の

安全圧縮空気系から空気を適切に供給す

る設計とする。【◇24 】供給液槽は，液温

の監視用に温度計を設ける。供給液槽

は，ガラス溶融炉へ供給する高レベル廃

液の供給量監視用に液位計を設ける。

◇1 ,◇18  
(ｂ) 供 給 槽 

供給槽は，内包する廃液の崩壊熱を除

去するため，独立した２系列の冷却コイ

ルを設置し，その他再処理設備の附属施

設の安全冷却水系から冷却水を適切に供

給する設計とする。さらに，【◇23 】廃液

かくはん用にかくはん装置を設ける。

【⑤-11】また，供給槽は，廃液の放射

線分解により発生する水素を希釈するた

めに，その他再処理設備の附属施設の安

全圧縮空気系から空気を適切に供給する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

高レベル廃液ガラス固化設

備の構成に合わせ基本設

計方針の記載を適正化。 
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ガラス溶融炉は，運転中に流下性の改

善を図るため，棒状の装置を炉の上部か

ら流下ノズル内部に挿入できる設計とす

る。⑤-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計とする。【◇24 】供給槽は，液温の監

視用に温度計を設ける。◇1 ,◇18  
 

ｃ．ガラス溶融炉 

ガラス溶融炉は，耐火レンガの組積構

造により溶融槽を構成し，その外側をス

テンレス鋼製のケーシングで覆う構造と

する。◇1 ,◇3 ,◇15  
高レベル廃液又は模擬廃液及びガラス

原料は，ガラス溶融炉内へ投入し，炉内

に設置した電極を介してガラスに直接電

流を流すことによって発生するジュール

熱によりガラスを加熱溶融する。ガラス

溶融炉内の溶融ガラスは，ガラス溶融炉

下部の流下ノズルを加熱することにより

ガラス固化体容器に注入する。◇1  

ガラス溶融炉は，溶融ガラスの監視用

に耐火レンガ内部に温度計を設ける。ま

た，ガラス原料供給量の監視用に供給量

積算計を設ける。◇1 ,◇18  
ガラス溶融炉は，固化セル移送台車の

重量計により流下ガラス質量を監視する

とともに，流下ガラスがガラス固化体容

器以外に流下することを防止するため，

流下停止系を設ける設計とする。◇1 ,◇20  
ガラス溶融炉は，クレーン等により遠

隔で保守可能な設計とする。◇1 ,◇26  
ガラス溶融炉は，運転中に流下性の改

善を図るため，棒状の装置を炉の上部か

ら流下ノズル内部に挿入できる構造とす

る。⑤-12 

 

また，製造するガラス固化体の概要

は，以下のとおりである。 

質 量 ガラス固化体質量 

約 500ｋｇ／本 

固化ガラス質量  約 400ｋｇ／本 

寸法外径 約 430ｍｍ 

高 さ  約 1,340ｍｍ 

容器肉厚  約６ｍｍ 

発熱量  約 2.3ｋＷ／本 

材 料  固化ガラス 

ほうけい酸ガラス 

容 器  ステンレス鋼◇1 ,◇3  

 

なお，ガラス固化体の発熱量は，高レ

ベル廃液の分析値のばらつき，ガラス溶

融炉への高レベル廃液及びガラス原料の

供給量の変動並びにガラス固化体容器へ

のガラス注入量の変動を考慮すると目標
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なお，固化セル移送台車，ガラス固化

体検査室天井クレーン等については，ガ

ラス固化体を搬送する能力として必要な

容量を有する設計とする。また，逸走防

止のインターロックを設ける設計とす

る。⑫-1 

ガラス固化体検査室天井クレーン等

は，ガラス固化体の落下防止のため，つ

りワイヤを二重化し，フックに脱落防止

機構を施すとともに，電源喪失時にもつ

り荷を保持できるフェイルセイフ機能を

有する構造とする。さらに，ガラス固化

体のつり上げ高さを９ｍ以内に制限でき

るインターロックを設ける設計とする。 

⑫-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

からばらつくことが考えられ，2.3ｋＷ

／本以下を目標としてガラス固化体を製

造する場合，製造されるガラス固化体の

発熱量は，ばらつきを考慮して１本の最

大値としては 2.8ｋＷ／本となるような

設計とする。⑤-13 

ガラス固化体概要図を第 7.4－３図に

示す。◇4  

ｄ．固化セル移送台車 

固化セル移送台車は，ガラス固化体が

転倒しない構造とするとともに，遠隔自

動運転とし，運転を安全かつ確実に行う

ため，【◇28 】逸走防止のインターロック

を設ける設計とする。⑫-1 

ｅ．溶 接 機 

溶接機は，ガラス固化体内容物の飛散

防止等の物理的閉じ込め機能を確保する

ため，固化セル内でガラス固化体容器に

ふたを溶接する装置である。◇1  

ｆ．除染装置 

除染装置は，ガラス固化体を固化セル

からつり上げ，ガラス固化体の表面の除

染を行う装置である。【◇1 】除染装置の

ガラス固化体のつり上げ機構は，ガラス

固化体の落下防止のため，つりワイヤを

二重化し，フックに脱落防止機構を施す

とともに，電源喪失時にもつり荷を保持

できるフェイルセイフ機構を有する構造

とする。【⑫-2】さらに，除染装置のガ

ラス固化体のつり上げ機構は，【◇28 】ガ

ラス固化体のつり上げ高さを９ｍ以内に

制限できるインターロックを設け【⑫-

2】，万一のガラス固化体の落下によっ

てもガラス固化体容器に著しい損傷を与

えない設計とする。◇1 ,◇28  
また，除染装置のガラス固化体のつり

上げ機構は，遠隔自動運転とし，運転を

安全かつ確実に行うため，【◇28 】逸走防

止のインターロックを設ける。⑫-1 

ｇ．ガラス固化体検査室天井クレーン 

ガラス固化体検査室天井クレーンは，

ガラス固化体の落下防止のため，つりワ

イヤを二重化し，フックに脱落防止機構

を施すとともに，電源喪失時にもつり荷

を保持できるフェイルセイフ機構を有す

る構造とする。⑫-2 

さらに，ガラス固化体検査室天井クレ

ーンは，収納管外での【◇28 】ガラス固化

体のつり上げ高さを９ｍ以内に制限でき

るインターロックを設け【⑫-2】，万一

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-13（P18へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫-1（P23から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「ガラス固化体検査室天井クレーン等」

とは高レベル廃液ガラス固化設備のク

レーンである「ガラス固化体検査室天

井クレーン」及び 「除染装置（つり上
げ機構）」を指すが，ここでは，高レベ

ル廃液ガラス固化設備のクレーンの総

称として記載。（以下同様） 

【許可からの変更点】 

「第 1章 共通項目 9.4 搬

送設備」の設計方針を展開，

高レベル廃液ガラス固化設

備における搬送設備の記載

を明確化。 
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のガラス固化体の落下によってもガラス

固化体容器に著しい損傷を与えない設計

とする。◇1 ,◇28  
また，ガラス固化体検査室天井クレー

ンは，遠隔自動運転とし，運転を安全か

つ確実に行うため，【◇28 】逸走防止のイ

ンターロックを設ける。⑫-1 

ｈ．ガラス固化体検査装置 

(ａ) ガラス固化体外観検査装置 

ガラス固化体外観検査装置は，テレビ

カメラによりガラス固化体の外観観察及

び標識読取りを行う装置である。◇1  

(ｂ) ガラス固化体表面汚染検査装置 

ガラス固化体表面汚染検査装置は，ガ

ラス固化体の表面にろ紙を押しつけるこ

とによりスミヤサンプルを採取する装置

である。◇1  

(ｃ) ガラス固化体閉じ込め検査装置 

ガラス固化体閉じ込め検査装置は，ガ

ラス固化体を容器内に収納し，容器内を

吸引することによりガラス固化体の閉じ

込め性を検査する装置である。◇1  

 

7.4.2.5 試験・検査 

安全上重要な流下停止系の冷却空気供

給用弁は，定期的に開閉の作動状況を確

認する。◇26  
安全上重要な高レベル廃液混合槽等の

機器は，据付け検査，外観検査等の品質

保証活動のもとに据付けを行う。◇26  
 

7.4.2.6 評 価 

(１) 閉じ込め 

高レベル廃液ガラス固化設備の主要な

槽類は，腐食し難いステンレス鋼を用

い，かつ，接液部は溶接構造等とし，

【◇27 】ガラス溶融炉は，溶融槽を耐火レ

ンガで構成し，漏えいし難い設計とす

る。【◇23 】さらに，これらの機器は，気

体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラ

ス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備及び高

レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備に

より負圧を維持する設計とするので閉じ

込め機能を確保できる。◇19  
高レベル廃液ガラス固化設備の主要機

器を収納するセルの床には，漏えい検知

装置を備えた漏えい液受皿を設置し，漏

えいした廃液を液体廃棄物の廃棄施設の

高レベル廃液共用貯槽等に移送する設計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫-1（P22へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1699



    別紙 1① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十五条（保管廃棄施設）（24 / 49） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とするので，万一の放射性廃液の漏えい

を想定してもその拡大を防止できる。◇23  
(２) 火災及び爆発の防止 

高レベル廃液混合槽等の高濃度の放射

性物質を内包する機器は，その他再処理

設備の附属施設の安全圧縮空気系から空

気を適切に供給し，廃液の放射線分解に

より発生する水素を可燃限界濃度未満に

抑制する設計とし，さらに，これらの機

器を接地し，着火源を排除する設計とす

るので，爆発を防止できる。◇24  
(３) 崩壊熱除去 

高レベル廃液混合槽等の高濃度の放射

性物質を内包する機器は，適切な冷却系

を設置し，その他再処理設備の附属施設

の安全冷却水系から冷却水を適切に供給

する設計とするので，崩壊熱を除去でき

る。◇23  
(４) 外部電源喪失 

安全上重要な流下停止系は，その他再

処理設備の附属施設の非常用所内電源系

統に接続する設計とするので，外部電源

喪失時に溶融ガラスの流下停止機能を確

保できる。◇20  
(５) 単一故障 

安全上重要な流下停止系は，それらを

構成する動的機器を多重化する設計とす

るので，単一故障を仮定しても溶融ガラ

スの流下停止機能を確保できる。◇20  
(６) 落下防止 

ガラス固化体検査室天井クレーン等

は，つりワイヤの二重化等を行い，ま

た，固化セル移送台車等は，逸走防上の

インターロックの設置等を行う設計とす

るので，ガラス固化体の落下及び転倒を

防止できる。◇28  
また，ガラス固化体検査室天井クレー

ン等は，ガラス固化体を必要以上の高さ

につり上げないインターロックを設ける

設計とするので，万一のガラス固化体の

落下によっても，ガラス固化体容器に著

しい損傷を与えることはない。◇28  
(７) 試験及び検査 

安全上重要な流下停止系は，定期的に

試験及び検査ができる。◇26  
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5.3.2 ガラス固化体貯蔵設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガラス固化体貯蔵設備は，貯蔵ピッ

ト，トレンチ移送台車，ガラス固化体検

査室パワーマニプレータ，ガラス固化体

検査室収納架台，ガラス固化体受入れク

レーン，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面

走行クレーン，冷却空気入口シャフト及

び冷却空気出口シャフトで構成する。 

⑥-1 

(ｂ) ガラス固化体貯蔵設備 

 

高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピ

ット １ 基 

種 類 間接自然空冷貯蔵方式 

構 成 収納管 45 本□1  

 

第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の貯蔵

ピット ４ 基 

種 類 間接自然空冷貯蔵方式 

構 成 収納管 80 本／基□1  

 

第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の貯蔵

ピット ４ 基 

種 類 間接自然空冷貯蔵方式 

構 成 収納管 140 本／基□1  

 

第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行ク

レーン １ 台 

種 類 遮蔽容器付床面走行形□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.3 ガラス固化体貯蔵設備 

7.4.3.1 概 要 

ガラス固化体貯蔵設備は，高レベル廃

液ガラス固化建屋及び第１ガラス固化体

貯蔵建屋に設置するガラス固化体貯蔵設

備で構成する。ガラス固化体貯蔵設備

は，高レベル廃液ガラス固化設備にて製

造したガラス固化体を受け入れ，保管廃

棄する設備である。◇1  

7.4.3.2 設計方針 

(１) 崩壊熱除去 

ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化

体から発生する崩壊熱によるガラス固化

体及び構造物の過度の温度上昇を防止で

きる設計とする。①-2,④-2 

(２) 貯蔵容量 

ガラス固化体貯蔵設備は，適切な貯蔵

容量を有する設計とする。◇2  

(３) 落下防止 

 ガラス固化体貯蔵設備のガラス固化体

受入れクレーン及び第１ガラス固化体貯

蔵建屋床面走行クレーンは，ガラス固化

体の落下を防止できる設計とし，トレン

チ移送台車はガラス固化体の転倒を防止

できる設計とする。◇28  
 また，万一のガラス固化体の落下によ

っても，ガラス固化体容器に著しい損傷

を与えない設計とする。◇28  
 

7.4.3.3 主要設備の仕様 

ガラス固化体貯蔵設備の主要設備の仕

様を第7.4－２表に示す。◇4  

ガラス固化体貯蔵設備概要図として，

第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟を第7.4

－４図(1)に，第１ガラス固化体貯蔵建

屋西棟を第7.4－４図(2)に示す。【◇4 】

また，貯蔵ピット概要図として，第１ガ

ラス固化体貯蔵建屋東棟を第7.4－５図

(1)に，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟

を第7.4－５図(2)に示す。◇4  

 

7.4.3.4 系統構成及び主要設備 

(１) 系統構成 

ガラス固化体貯蔵設備は，貯蔵ピッ

ト，トレンチ移送台車，ガラス固化体受

入れクレーン，第１ガラス固化体貯蔵建

屋床面走行クレーン，冷却空気入口シャ

フト及び冷却空気出口シャフトで構成す

る。⑥-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-2,④-2（P26へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設特有の設備の

ため。（以下同様） 

【許可からの変更点】 

ガラス固化体貯蔵設備の構

成に合わせ基本設計方針の

記載を適正化。 
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ガラス固化体貯蔵設備は，高レベル廃

液ガラス固化設備からガラス固化体を受

け入れる設計とする。ガラス固化体は，

高レベル廃液ガラス固化設備のガラス固

化体検査室天井クレーンにより高レベル

廃液ガラス固化建屋内の貯蔵ピットに搬

送し，貯蔵するか，又はトレンチ移送台

車により第１ガラス固化体貯蔵建屋へ払

い出す。高レベル廃液ガラス固化建屋か

ら払い出したガラス固化体は，ガラス固

化体受入れクレーンを用いて，トレンチ

移送台車から取り出す。取り出したガラ

ス固化体は，第１ガラス固化体貯蔵建屋

床面走行クレーンにより第１ガラス固化

体貯蔵建屋内の貯蔵ピットに搬送し，貯

蔵する設計とする。⑥-2 

 

 

 

 

ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化

体から発生する崩壊熱によるガラス固化

体及び構造物の過度の温度上昇を防止す

るため，冷却空気を冷却空気入口シャフ

トから貯蔵ピットの下部に流入し，ガラ

ス固化体からの崩壊熱により生じる通風

力によって、収納管と通風管の間の円環

流路を上昇しながらガラス固化体の崩壊

熱を除去する。【①-2,④-2】崩壊熱を除

去した空気は，十分な通風力を与える高

さの冷却空気出口シャフト排気口から大

気中へ放出する設計とし，これらによっ

てガラス固化体及び構造物の温度を適切

に維持する設計とする。①-4,④-4 

 

また，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラ

ス固化体からの崩壊熱が適切に除去され

ていることを確認するため，冷却空気の

温度を監視する設計とする。①-3,④-3 

 

 なお，ガラス固化体からの崩壊熱除去

についての設計は，第１章 共通項目

「4.1 閉じ込め」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガラス固化体貯蔵設備は，高レベル廃

液ガラス固化設備からガラス固化体を受

け入れる。ガラス固化体は，高レベル廃

液ガラス固化設備のガラス固化体検査室

天井クレーンにより高レベル廃液ガラス

固化建屋内の貯蔵ピットに搬送し，貯蔵

するか，又はトレンチ移送台車により第

１ガラス固化体貯蔵建屋へ払い出す。高

レベル廃液ガラス固化建屋から払い出し

たガラス固化体は，ガラス固化体受入れ

クレーンを用いて，トレンチ移送台車か

ら取り出す。取り出したガラス固化体

は，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行

クレーンにより第１ガラス固化体貯蔵建

屋内の貯蔵ピットに搬送し，貯蔵する。

⑥-2 

ガラス固化体貯蔵設備の貯蔵容量は，

約8,200本である。◇15  
 

 (２) 主要設備 

ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化

体からの崩壊熱により生じる通風力によ

って流れる冷却空気により適切に崩壊熱

を除去する設計とする。①-2,④-2 

ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化

体からの崩壊熱が適切に除去されている

ことを確認するため，冷却空気の温度を

監視する設計とする。①-3,④-3 

 

ａ．貯蔵ピット 

貯蔵ピットは，収納管，通風管，支持

架構及びプレナム形成板で構成し，ガラ

ス固化体のもつ閉じ込め機能を維持する

ために，ガラス固化体を収納管内に収納

し，【◇1 】収納管と通風管の間に冷却空

気を流す構造とする。①-2,④-2 

 

冷却空気は，高さ約29ｍ（高レベル廃

液ガラス固化建屋）及び高さ約25ｍ（第

１ガラス固化体貯蔵建屋）の【◇15 】冷却

空気入口シャフトから貯蔵ピットの下部

に流入し，円環流路を上昇しながらガラ

ス固化体から発生する崩壊熱を除去す

る。【①-2,④-2】この崩壊熱を除去し

た空気は，十分な通風力を与える高さ約

35ｍ【◇15 】の冷却空気出口シャフト排気

口から大気中へ放出する。①-4,④-4 

29℃を外気温とし，2.3ｋＷのガラス

固化体が全数収納された状態でのガラス

固化体の温度は，次のとおりとなる設計

とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性廃棄物を貯蔵する設備は、放

射性廃棄物が漏えいし難い設計とす

る。また，崩壊熱及び放射線の照射

により発生する熱に耐え，かつ，放

射性廃棄物に含まれる化学薬品の影

響及び不純物の影響により著しく腐

食しない設計とする。【40条 2】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-2,④-2（P15,25か

ら） 

 

 

 

①-4,④-4（P1,3から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合

わせ記載を適正化。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

漏えいし難い設計につ

いては，第 10 条（閉じ

込めの機能），著しく腐

食しない設計について

は，第 17 条（材料及び

構造）にて記載する。 
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高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピッ

ト 

ガラス固化体容器表面温度 約 270℃ 

ガラス固化体中心温度 約 410℃ 

第１ガラス固化体貯蔵建屋の貯蔵ピット 

ガラス固化体容器表面温度 約 280℃ 

ガラス固化体中心温度 約 420℃ 

この場合，冷却空気の円環流路出口温

度は，それぞれ約75℃，約90℃である。 

◇1  

また，発熱量の経年変化を考慮して

も，冷却空気流量の減少割合に比較し，

ガラス固化体の崩壊熱量減少割合の方が

大きいため，ガラス固化体の温度が上昇

することはない。◇1  

なお，ガラス固化体からの崩壊熱が適

切に除去されていることを確認するた

め，冷却空気入口，出口温度監視用に冷

却空気入口シャフト，冷却空気出口シャ

フトに温度計を設ける。◇1 ,◇18  
また，収納管は，気体廃棄物の廃棄施

設の換気設備に接続し，収納管内を負圧

に維持する。【◇19 】貯蔵ピットは，ガラ

ス固化体貯蔵においてガラス固化体容器

が機械的強度上十分耐え得るたて積み９

段以下の設計とする。◇1 ,◇15  
 

ガラス固化体貯蔵設備は，貯蔵区域の

天井等のコンクリート温度が65℃を超え

ないように断熱材及び貯蔵区域側壁部に

空気流路を設けるとともに，上部及び下

部プレナム部での空気流路を形成するプ

レナム形成板を設ける設計とする。◇1  

収納管及び通風管は，使用環境を考慮

し，防食処理（アルミニウム溶射）した

炭素鋼を用いる設計とする。◇1 ,◇15  
 

収納管は，万一のガラス固化体の落下

時にも，収納管とガラス固化体との間隙

を小さくすることにより，収納管内の空

気が間隙から排出されにくく，収納管内

の空気による圧縮抵抗が働き，ガラス固

化体の落下速度，落下衝撃を減少させる

効果が働くような設計とする。◇1 ,◇3  

また，収納管の底部には衝撃吸収体を

兼ねたガラス固化体受台を設置し，万一

のガラス固化体落下時にもガラス固化体

容器に著しい損傷を与えないようにする

とともに，収納管の機能を失うような損

傷を生じない設計とする。◇1 ,◇3  

収納管は，貯蔵区域の天井スラブで懸
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トレンチ移送台車，ガラス固化体受入

れクレーン等については，ガラス固化体

を搬送する能力として必要な容量を有す

る設計とする。また，逸走防止のインタ

ーロックを設ける設計とする。⑫-3 

ガラス固化体受入れクレーン等につい

ては，ガラス固化体の落下防止のため，

つりワイヤを二重化し，フックに脱落防

止機構を施すとともに，電源喪失時にも

つり荷を保持できるフェイルセイフ機能

を有する構造とする。さらに，ガラス固

化体のつり上げ高さを９ｍ以内に制限で

きるインターロックを設ける設計とす

る。⑫-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

架支持し，通風管は，貯蔵ピットの支持

架構で固定支持する。収納管と通風管と

の間にはスペーサを設け地震時の収納管

の荷重をスペーサを介して支持架構で支

持する構造とする。さらに，支持架構

は，高レベル廃液ガラス固化建屋又は第

１ガラス固化体貯蔵建屋の側面に固定す

る。◇1 ,◇3  

なお，収納管に顕著な変化がないこと

を確認するために，収納管等の目視等に

よる観察が可能な措置を講ずる。◇1 ,◇26  
 

ｂ．トレンチ移送台車 

トレンチ移送台車に設置する遮蔽容器

は，その中にガラス固化体１本を収納で

きる構造とする。◇1 ,◇29  
 トレンチ移送台車は，遮蔽容器内にガ

ラス固化体の側面に沿うガイドを設けガ

ラス固化体が転倒しない構造とするとと

もに，遠隔自動運転とし，運転を安全，

かつ，確実に行うため，【◇28 】逸走防止

のインターロックを設ける。⑫-3 

 

ｃ．ガラス固化体受入れクレーン 

 ガラス固化体受入れクレーンは，ガラ

ス固化体の落下防止のため，つりワイヤ

を二重化し，フックに脱落防止機構を施

すとともに，電源喪失時にもつり荷を保

持できるフェイルセイフ機構を有する構

造とする。⑫-4 

 さらに，ガラス固化体受入れクレーン

は，ガラス固化体のつり上げ高さを９ｍ

以内に制限できるインターロックを設け

【⑫-4】，万一のガラス固化体の落下に

よってもガラス固化体容器に著しい損傷

を与えない設計とする。◇1 ,◇28  
 また，ガラス固化体受入れクレーン

は，遠隔自動運転とし，運転を安全，か

つ，確実に行うため，【◇28 】逸走防止の

インターロックを設ける。⑫-3 

 

ｄ．第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行

クレーン 

 第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行ク

レーンに設置する遮蔽容器は，ガラス固

化体３本，収納管プラグ等を収納できる

構造とする。◇1 ,◇29  
 第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行ク

レーンは，ガラス固化体の落下防止のた

め，つりワイヤを二重化し，フックに脱

落防止機構を施すとともに，電源喪失時

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫-3（P29から） 

 

 

 

 

 

 

 

⑫-4（P29から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

【「等」の解説】 

「ガラス固化体受入れクレーン等」とは

ガラス固化体貯蔵設備のクレーンであ

る「ガラス固化体受入れクレーン」，「ガ

ラス固化体検査室パワーマニプレー

タ」及び 「第１ガラス固化体貯蔵建屋
床面走行クレーン」を指すが，ここで

は，ガラス固化体貯蔵設備のクレーン

の総称として記載。（以下同様） 

【許可からの変更点】 

「第 1章 共通項目 9.4 搬

送設備」の設計方針を展開，

ガラス固化体貯蔵設備にお

ける搬送設備の記載を明確

化。 
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にもつり荷を保持できるフェイルセイフ

機構を有する構造とする。【⑫-4】さら

に，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行

クレーンは，収納管外での【◇28 】ガラス

固化体のつり上げ高さを９ｍ以内に制限

できるインターロックを設け【⑫-4】，

万一のガラス固化体の落下によってもガ

ラス固化体容器に著しい損傷を与えない

設計とする。◇1 ,◇28  
 また，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面

走行クレーンは，遠隔自動運転とし，運

転を安全，かつ，確実に行うため，

【◇28 】逸走防止のインターロックを設け

る。⑫-3 

 

ｅ．冷却空気入口シャフト及び冷却空気

出口シャフト 

冷却空気入口シャフト及び冷却空気出

口シャフトは，高レベル廃液ガラス固化

建屋又は第１ガラス固化体貯蔵建屋と一

体構造とし，建屋の側面に設ける。

◇1 ,◇3  

冷却空気出口シャフトは，ガラス固化

体の崩壊熱を除去できる十分な冷却空気

の風量を与える高さとする。◇1 ,◇3  

なお，冷却空気出入口シャフトの開口

部には異物の侵入を防止する措置を講ず

るとともに，入口シャフト底部について

は目視等による観察及び必要に応じ，じ

んあい等の除去が可能な措置を講ずる。 

◇1 ,◇26  
 

7.4.3.5  試験・検査 

 安全上重要な収納管及び通風管は，据

付け検査，外観検査等の品質保証活動の

もとに据付けを行う。◇26  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫-4（P28へ） 

 

 

 

⑫-4（P28へ） 

 

 

 

 

 

 

 

⑫-3（P28へ） 
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5.3.3 低レベル固体廃棄物処理設備 

 

低レベル固体廃棄物処理設備は，低レ

ベル濃縮廃液処理系，廃溶媒処理系，雑

固体廃棄物処理系及びチャンネルボック

ス・バーナブルポイズン処理系で構成す

る。⑦-2 

 

 

 

 

5.3.3.1 低レベル濃縮廃液処理系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置及

び固化装置は，各１系列で構成する。低

レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄物の

廃棄施設の低レベル廃液処理設備から発

生する低レベル濃縮廃液を処理すること

が可能な能力を有する設計とする。⑦-3 

 

(ｃ) 低レベル固体廃棄物処理設備 

乾燥装置 １ 基 

材 料 ニッケル基合金□1  

 

熱分解装置 １ 基 

材 料 ニッケル基合金（乾留部） 

ステンレス鋼（粉体抜出し部）□1  

 

焼却装置 １ 基 

材 料 炭素鋼（ケーシング） 

耐火物（炉材）□1  

 

圧縮減容装置 １ 基□1  

 

固化装置 １ 基□1  

 

切断装置 ４ 台（ＣＢ用） 

３ 台（ＢＰ用）□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.4  低レベル固体廃棄物処理設備 

7.4.4.1   概    要 

 低レベル固体廃棄物処理設備は，低レ

ベル濃縮廃液処理系，廃溶媒処理系，雑

固体廃棄物処理系及びチャンネルボック

ス・バーナブルポイズン処理系で構成す

る。⑦-2 

低レベル固体廃棄物処理設備系統概要

図を第7.4－６図に示す。◇4  

 

 

7.4.4.2  低レベル濃縮廃液処理系 

7.4.4.2.1  概  要 

 低レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄

物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備か

ら発生する低レベル濃縮廃液を処理する

系である。◇1  

 

7.4.4.2.2 設計方針 

 (１) 閉じ込め 

低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置，

固化装置等の放射性物質を内包する機器

は，腐食し難い材料を使用し，かつ，漏

えいし難い構造とするとともに，万一液

体状の放射性物質が漏えいした場合にも

漏えいの拡大を防止し安全に処置できる

設計とする。◇23  
 (２) その他  

低レベル濃縮廃液処理系のうち使用済

燃料の受入れ及び貯蔵に伴う設備は，再

処理設備本体の運転開始に先立ち使用で

きる設計とする。◇17  
 

7.4.4.2.3  主要設備の仕様 

 低レベル濃縮廃液処理系の主要設備の

仕様を第7.4－３表に示す。◇4  

 また，乾燥装置概要図を第7.4－７図

に示す。◇4  

 なお，低レベル濃縮廃液処理系のうち

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に伴う設備

は，再処理設備本体の運転開始に先立ち

使用できる。◇17  
 

7.4.4.2.4  系統構成及び主要設備 

 低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置及

び固化装置は，各１系列で構成する。低

レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄物の

廃棄施設の低レベル廃液処理設備から発

生する低レベル濃縮廃液を処理すること

が可能な能力を有する。⑦-3 

 

 

固体廃棄物処理設備は，廃棄物の種

類に応じて，濃縮廃液を乾燥・造粒

固化する減容固化設備及び固化材と

混練して固化するセメント混練固化

装置（東海，東海第二発電所共用

（以下同じ。）），可燃性雑固体廃

棄物及び使用済樹脂並びに廃スラッ

ジを焼却する雑固体廃棄物焼却設備

（東海，東海第二発電所共用（以下

同じ。）），不燃性雑固体廃棄物を

溶融・焼却する雑固体減容処理設備

（東海，東海第二発電所共用（以下

同じ。））で処理する設計とする。 

 

 

 

セメント混練固化装置，雑固体廃

棄物焼却設備，雑固体減容２処理設

備及び固体廃棄物作業建屋は，東海

発電所と共用とするが，その処理量

は東海第二発電所及び東海発電所に

おける合計の予想発生量を考慮する

ことで安全性を損なわない設計とす

る。 

 

 

放射性廃棄物を処理する設備は，

放射性廃棄物が漏えいし難い又は放

射性廃棄物を処理する過程において

散逸し難い構造とし，かつ，放射性

廃棄物に含まれる化学薬品の影響及

び不純物の影響により著しく腐食し

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉と再処理施設の設備

構成の相違のため。 

（以下同様） 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

固体廃棄物処理設備については，一部

類似した設備もあるが，発電炉と再処理

施設では設備構成に相違があるため。 
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低レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄

物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の

第１低レベル廃液処理系から発生する低

レベル濃縮廃液を，乾燥装置へ連続供給

して乾燥した後，圧縮成型し，ドラム缶

又は角型容器（以下｢ドラム缶等｣とい

う｡）[松澤1]に詰め，主に低レベル固体

廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯

蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，必

要に応じチャンネルボックス・バーナブ

ルポイズン貯蔵系へ移送する設計とす

る。また，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設廃液処理系から発生する低レベ

ル濃縮廃液を，固化装置へ供給し固化材

と混合した後，ドラム缶内に固化し，低

レベル固体廃棄物貯蔵設備の第１低レベ

ル廃棄物貯蔵系，第２低レベル廃棄物貯

蔵系の第１貯蔵系若しくは第２貯蔵系又

は第４低レベル廃棄物貯蔵系へ移送する

設計とする。⑦-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 系統構成 

 低レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄

物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の

第１低レベル廃液処理系から発生する低

レベル濃縮廃液を，乾燥装置（蒸発温

度：約100℃）【◇22 】へ連続供給して乾

燥した後，圧縮成型し，ドラム缶又は角

型容器（以下｢ドラム缶等｣という｡）に

詰め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備

の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵

系又は第２貯蔵系へ，必要に応じチャン

ネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵

系へ移送する。また，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設廃液処理系から発生

する低レベル濃縮廃液を，固化装置へ供

給し固化材と混合した後，ドラム缶内に

固化し，低レベル固体廃棄物貯蔵設備の

第１低レベル廃棄物貯蔵系，第２低レベ

ル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系若しくは第

２貯蔵系又は第４低レベル廃棄物貯蔵系

へ移送する。⑦-4 

 乾燥装置から発生する廃ガスは，気体

廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設

備へ移送する。◇1 ,◇19  
 

(２) 主要設備 

 低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置，

固化装置等の放射性物質を内包する機器

は，ニッケル基合金又はステンレス鋼を

用い，接液部は溶接構造等の設計とす

る。【◇27 】液体状の放射性物質を内包す

る主要設備を収納する室の床には，漏え

い検知装置を備えたステンレス鋼製又は

樹脂製の漏えい液受皿を設置し，漏えい

した液体状の放射性物質は，適切に移送

する設計とする。◇1 ,◇23  
 低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置等

は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガ

ス処理設備に接続する設計とする。

【◇19 】また，乾燥装置は，加熱蒸気温度

等を測定し，運転状態を監視する設計と

する。◇1 ,◇18  
 

7.4.4.2.5  試験・検査 

 低レベル濃縮廃液処理系は，中央制御

室及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室の制御盤等でその状態を監

視する。◇18 ,◇30  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電用原子炉並びに原子炉冷却系統

及び放射性廃棄物を処理し，又は貯

蔵する設備に係る主要な機械又は器

具の動作状態を正確，かつ迅速に把

握できるようポンプの運転停止状態

及び弁の開閉状態等を表示灯により

監視できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

監視装置について

は，「第 20条：計測制

御系統施設」，「第 23

条：制御室」にて記載

する。 
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5.3.3.2 廃溶媒処理系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃溶媒処理系は，１系列で構成する。 

廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の回収施設

の溶媒処理系から発生する廃溶媒を処理

することが可能な能力を有する設計とす

る。⑦-5 

 

廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の回収施

設の溶媒処理系から発生する廃溶媒を，

水酸化カルシウムと混合し，熱分解装置

へ供給してりん酸と可燃性ガスに熱分解

する設計とする。りん酸は，熱分解と同

時に水酸化カルシウムで中和し熱分解生

成物として熱分解装置から抜き出し，圧

縮成型した後，ドラム缶等に詰め，主に

低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レ

ベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２

貯蔵系へ，必要に応じチャンネルボック

ス・バーナブルポイズン貯蔵系へ移送す

る設計とする。また，可燃性ガスは，燃

焼装置へ導いて燃焼し，燃焼後の廃ガス

は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.4.3 廃溶媒処理系 

7.4.4.3.1  概  要 

 廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の回収施

設の溶媒回収設備から発生する廃溶媒を

処理する系である。◇1  

 

7.4.4.3.2  設計方針 

(１) 閉じ込め 

 廃溶媒処理系の熱分解装置等の放射性

物質を内包する機器は，腐食し難い材料

を使用し，かつ，漏えいし難い構造とす

るとともに，万一液体状の放射性物質が

漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止

し安全に処置できる設計とする。◇23  
  

(２) 火災及び爆発の防止 

 廃溶媒処理系の熱分解装置等の廃溶媒

を取り扱う機器は，廃溶媒による火災を

適切に防止できる設計とするとともに燃

焼装置等の可燃性ガスを取り扱う機器

は，可燃性ガスによる火災及び爆発を適

切に防止できる設計とする。◇24  
 

7.4.4.3.3  主要設備の仕様 

廃溶媒処理系の主要設備の仕様を第

7.4－４表に示す。◇4  

また，熱分解装置概要図を第7.4－８

図に示す。◇4  

 

7.4.4.3.4  系統構成及び主要設備 

 廃溶媒処理系は，１系列で構成する。 

廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の回収施設

の溶媒処理系から発生する廃溶媒を処理

することが可能な能力を有する。⑦-5 

 

(１) 系統構成 

 廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の回収施

設の溶媒処理系から発生する廃溶媒を，

水酸化カルシウムと混合し，熱分解装置

へ供給してりん酸と可燃性ガスに熱分解

（約450℃）【◇22 】する。りん酸は，熱

分解と同時に水酸化カルシウムで中和し

熱分解生成物として熱分解装置から抜き

出し，圧縮成型した後，ドラム缶等に詰

め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の

第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系

又は第２貯蔵系へ，必要に応じチャンネ

ルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系

へ移送する。また，可燃性ガスは，燃焼

装置（約900℃）【◇22 】へ導いて燃焼

し，燃焼後の廃ガスは，気体廃棄物の廃

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性廃棄物処理設備及び放射性廃

棄物貯蔵設備において，崩壊熱が発

生し，火災事象に至るような放射性

廃棄物を貯蔵しない設計とする。ま

た，放射性物質を含んだ使用済イオ

ン交換樹脂，チャコールフィルタ及

び HEPAフィルタは，固体廃棄物とし

て処理を行うまでの間，金属容器や

不燃シートに包んで保管する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

火災に関する事項につ

いては，「第 11条及び

35条：火災等による損

傷の防止」にて記載す

る。 
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ス処理設備へ移送する設計とする。⑦-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，熱分解装置は，窒素ガスを供給

することにより，廃溶媒を不活性な雰囲

気下で熱分解する設計とする。また，熱

分解装置は，外部ヒータを適切に制御す

るとともにその内部温度を測定し，運転

状態を監視する設計とする。⑦-7 

 

燃焼装置は，その内部温度を測定し，

燃焼状態を監視する設計とするととも

に，耐火物を内張りし，装置外面におけ

る過度の温度上昇を防止する設計とす

る。⑦-8 

 なお，火災及び爆発の発生防止に係る

設備設計については，第１章 共通項目

「5.2 火災及び爆発の発生防止」に示

す。 

 

5.3.3.3 雑固体廃棄物処理系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

棄施設の塔槽類廃ガス処理設備へ移送す

る。⑦-6 

 

(２) 主要設備 

 廃溶媒処理系の熱分解装置等の放射性

物質を内包する機器は，ステンレス鋼，

炭素鋼又はニッケル基合金を用い，接液

部は溶接構造等の設計とする。【◇27 】ま

た，液体状の放射性物質を内包する主要

設備を収納する室の床には，漏えい検知

装置を備えたステンレス鋼製又は樹脂製

の漏えい液受皿を設置し，漏えいした液

体状の放射性物質は，適切に移送する設

計とする。◇1 ,◇23  
 廃溶媒処理系の熱分解装置等は, 気体

廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設

備に接続する設計とする。◇1 ,◇19  
 廃溶媒処理系の熱分解装置等の廃溶媒

を取り扱う機器は，接地するとともに，

電動機等は，防爆構造とし，着火源を適

切に排除する設計とする。◇1 ,◇24  
ａ．熱分解装置 

 熱分解装置は，窒素ガスを供給するこ

とにより，廃溶媒を不活性な雰囲気下で

熱分解する設計とする。また，熱分解装

置は，外部ヒータを適切に制御するとと

もにその内部温度を測定し，運転状態を

監視する設計とする。⑦-7 

ｂ．燃焼装置 

 燃焼装置は，その内部温度を測定し，

燃焼状態を監視する設計とするととも

に，耐火物を内張りし，装置外面におけ

る過度の温度上昇を防止する設計とす

る。⑦-8 

 

7.4.4.3.5  試験・検査 

 廃溶媒処理系は，中央制御室の制御盤

等でその状態を監視する◇18 ,◇30  
 

7.4.4.4  雑固体廃棄物処理系 

7.4.4.4.1  概  要 

 雑固体廃棄物処理系は，各種施設から

発生する紙，フィルタ，ポンプ等の雑固

体を焼却若しくは圧縮減容又はそのまま

取り扱う系である。◇1  

 

7.4.4.4.2  設計方針 

 (１) 閉じ込め 

 雑固体廃棄物処理系の焼却装置等の放

射性物質を内包する機器は，腐食し難い

材料を使用し，かつ，放射性物質が漏え

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

記載を適正化。 
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雑固体廃棄物処理系は，１系列で構成

する。雑固体廃棄物処理系は，各種施設

から発生する雑固体を処理することが可

能な能力を有する設計とする。⑦-9 

 

 

雑固体廃棄物処理系は，各種施設から

発生する雑固体のうち焼却可能なものを

必要に応じ焼却装置で焼却し廃溶媒処理

系の圧縮成型装置で圧縮成型した後，ド

ラム缶等に詰め，また，雑固体のうち焼

却しないものを圧縮減容装置で圧縮減容

した後ドラム缶等に詰め，又は，そのま

まドラム缶等に詰め，主に低レベル固体

廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯

蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，必

要に応じチャンネルボックス・バーナブ

ルポイズン貯蔵系へ移送する設計とす

る。⑦-10 

また，雑固体のうち，低レベル廃液処

理設備の油分除去系から発生する廃活性

炭は，雑固体廃棄物処理系で水切りした

後，ドラム缶に詰め，主に低レベル固体

廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯

蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ移送

する設計とする。⑦-11 

ただし，雑固体のうち，よう素フィル

タは第２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯

蔵系に貯蔵する設計とする。⑦-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，焼却装置及びセラミックフィル

タは，耐火物を内張りし，機器外面にお

ける過度の温度上昇を防止する設計とす

る。⑦-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いし難い構造とする。◇23  
 

7.4.4.4.3  主要設備の仕様 

 雑固体廃棄物処理系の主要設備の仕様

を第7.4－５表に示す。◇4  

 

7.4.4.4.4  系統構成及び主要設備 

 雑固体廃棄物処理系は，１系列で構成

する。雑固体廃棄物処理系は，各種施設

から発生する雑固体を処理することが可

能な能力を有する。⑦-9 

 

(１) 系統構成 

 雑固体廃棄物処理系は，各種施設から

発生する雑固体のうち焼却可能なものを

必要に応じ焼却装置（約900℃）【◇22 】
で焼却し廃溶媒処理系の圧縮成型装置で

圧縮成型した後，ドラム缶等に詰め，ま

た，雑固体のうち焼却しないものを圧縮

減容装置で圧縮減容した後ドラム缶等に

詰め，又は，そのままドラム缶等に詰

め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の

第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系

又は第２貯蔵系へ，必要に応じチャンネ

ルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系

へ移送する。⑦-10 

また，雑固体のうち，低レベル廃液処

理設備の油分除去系から発生する廃活性

炭は，雑固体廃棄物処理系で水切りした

後，ドラム缶に詰め，主に低レベル固体

廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯

蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ移送

する。⑦-11 

ただし，雑固体のうち，よう素フィル

タは第２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯

蔵系に貯蔵する。⑦-12 

焼却装置から発生する廃ガスは，セラ

ミックフィルタを経て，気体廃棄物の廃

棄施設の塔槽類廃ガス処理設備へ移送す

る。◇1 ,◇19  
(２) 主要設備 

雑固体廃棄物処理系の焼却装置及びセ

ラミックフィルタのケーシングは，炭素

鋼を用い，溶接構造等の漏えいし難い設

計とするとともに，【◇23 】気体廃棄物の

廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備に接続

する設計とする。◇1 ,◇19  
また，焼却装置及びセラミックフィル

タは，耐火物を内張りし，機器外面にお

ける過度の温度上昇を防止する設計とす

る【⑦-13】とともに，焼却装置は燃焼
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5.3.3.4 チャンネルボックス・バーナブ

ルポイズン処理系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理系（以下「ＣＢ・ＢＰ処理系」

という。）は，２系列(一部１系列)で構

成する。ＣＢ・ＢＰ処理系は，使用済燃

料の貯蔵施設において，せん断前の処理

として，使用済燃料集合体から取り外し

たＣＢ・ＢＰを処理することが可能な能

力を有する設計とする。⑦-14 

 

 

 

 

使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯

蔵設備において，せん断前の処理とし

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

状態を監視する設計とする。◇1 ,◇18  
 

7.4.4.4.5  試験・検査 

 雑固体廃棄物処理系は，中央制御室の

制御盤等でその状態を監視する。◇18 ,◇30  
 

7.4.4.5  チャンネルボックス・バーナ

ブルポイズン処理系 

7.4.4.5.1  概  要 

 チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理系は，使用済燃料の貯蔵施設に

おいて，せん断前の処理として，使用済

燃料集合体から取り外したＣＢ及びＢＰ

を処理する系(以下7.4では｢ＣＢ・ＢＰ

処理系｣という｡)である。◇1  

 

7.4.4.5.2  設計方針 

(１) 閉じ込め 

 ＣＢ・ＢＰ処理系の第２ＣＢ切断装置

及び第２ＢＰ切断装置を設置する切断ピ

ットは，液体状の放射性物質が漏えいし

難い構造とするとともに万一の漏えいを

検知し，漏えいした液体状の放射性物質

を安全に処置できる設計とする。◇23  
 

7.4.4.5.3  主要設備の仕様 

 ＣＢ・ＢＰ処理系の主要設備の仕様を

第7.4－６表に示す。◇4  

 なお，ＣＢ・ＢＰ処理系のうち第１Ｃ

Ｂ切断装置及び第１ＢＰ切断装置は，再

処理設備本体の運転開始から使用し，燃

料貯蔵プールに隣接する設備であるた

め，使用済燃料貯蔵中の安全性を損なう

ことのないよう使用済燃料の受入れ及び

貯蔵に必要な施設と同時に設置する。◇17  
 

7.4.4.5.4  系統構成及び主要設備 

 ＣＢ・ＢＰ処理系は，２系列(一部１

系列)で構成する。ＣＢ・ＢＰ処理系

は，使用済燃料の貯蔵施設において，せ

ん断前の処理として，使用済燃料集合体

から取り外したＣＢ・ＢＰを処理するこ

とが可能な能力を有する。⑦-14 

 

(１) 系統構成 

 ＣＢ・ＢＰ処理系は,使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋及びチャンネルボックス・

バーナブルポイズン処理建屋に設置す

る。◇1  

 使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯

蔵設備において，せん断前の処理とし

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

「CB・BP処理系」の定義を

追加。 
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て，使用済燃料集合体から取り外したＣ

Ｂ及びＢＰは，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋で，それぞれ第１ＣＢ切断装置及び

第１ＢＰ切断装置により使用済燃料の貯

蔵施設のプール水中で切断後, チャンネ

ルボックス・バーナブルポイズン処理建

屋へ移送し, それぞれ第２ＣＢ切断装置

及び第２ＢＰ切断装置により切断ピット

水中で更に切断し，収納容器に収納し

て，ドラム缶等に詰め，低レベル固体廃

棄物貯蔵設備のチャンネルボックス・バ

ーナブルポイズン貯蔵系に移送する設計

とする。第１ＣＢ切断装置はＣＢを二つ

に切断し，第２ＣＢ切断装置は更に切断

し，平板状にする設計とする。第１ＢＰ

切断装置はＢＰを支持体とＢＰ棒本体に

分割切断し，第２ＢＰ切断装置はＢＰ棒

本体をせん断する設計とする。⑦-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，切断ピットは，ピット水の水質

の維持・管理を図る設計とする。⑦-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4 低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，廃樹

脂貯蔵系，ハル・エンドピース貯蔵系，

チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン貯蔵系，第１低レベル廃棄物貯蔵系，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃

棄物貯蔵系，第２低レベル廃棄物貯蔵系

及び第４低レベル廃棄物貯蔵系で構成す

る。⑧-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｄ) 低レベル固体廃棄物貯蔵設備 １式 

廃樹脂貯蔵系  

ハル・エンドピース貯蔵系  

チャンネルボックス・バーナブルポ

イズン貯蔵系  

第１低レベル廃棄物貯蔵系  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベ

ル廃棄物貯蔵系  

第２低レベル廃棄物貯蔵系（ＭＯＸ

燃料加工施設と共用） 

第１貯蔵系（廃棄物管理施設と共

用）  

第２貯蔵系  

て，使用済燃料集合体から取り外したＣ

Ｂ及びＢＰは，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋で，それぞれ第１ＣＢ切断装置及び

第１ＢＰ切断装置により使用済燃料の貯

蔵施設のプール水中で切断後, チャンネ

ルボックス・バーナブルポイズン処理建

屋へ移送し, それぞれ第２ＣＢ切断装置

及び第２ＢＰ切断装置により切断ピット

水中で更に切断し，収納容器に収納し

て，ドラム缶等に詰め，低レベル固体廃

棄物貯蔵設備のチャンネルボックス・バ

ーナブルポイズン貯蔵系に移送する。第

１ＣＢ切断装置はＣＢを二つに切断し，

第２ＣＢ切断装置は更に切断し，平板状

にする。第１ＢＰ切断装置はＢＰを支持

体とＢＰ棒本体に分割切断し，第２ＢＰ

切断装置はＢＰ棒本体をせん断する。 

⑦-15 

 

(２) 主要設備 

 第２ＣＢ切断装置及び第２ＢＰ切断装

置を設置する切断ピットの内面は，液体

状の放射性物質の漏えいを防止するた

め，ステンレス鋼を内張りし，接液部は

溶接構造等の設計とする。また，切断ピ

ットに漏えい検知装置を設けるとともに

漏えいした液体状の放射性物質は，適切

に移送する設計とする。◇1 ,◇23  
切断ピットは，ピット水の水質の維

持・管理を図る設計とする。⑦-16 

また，第１切断装置及び第２切断装置

は，その運転状態を監視する設計とす

る。◇1 ,◇18  
 

7.4.4.5.5  試験・検査 

 ＣＢ・ＢＰ処理系は，中央制御室の制

御盤等でその状態を監視する。◇18 ,◇30  
 

7.4.5   低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

7.4.5.1  概  要 

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，廃樹

脂貯蔵系，ハル・エンドピース貯蔵系，

チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン貯蔵系，第１低レベル廃棄物貯蔵系，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃

棄物貯蔵系，第２低レベル廃棄物貯蔵系

及び第４低レベル廃棄物貯蔵系で構成す

る。⑧-1 

第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯＸ

燃料加工施設と共用する。 

また，第２低レベル廃棄物貯蔵系の第

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 
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第４低レベル廃棄物貯蔵系□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１貯蔵系は，廃棄物管理施設と共用す

る。⑨-2 

 

7.4.5.2   設計方針 

(１) 閉じ込め 

 廃樹脂及び廃スラッジを内包する機器

は，腐食し難い材料を使用し，かつ，漏

えいし難い構造とするとともに液体状の

放射性物質が漏えいした場合にも漏えい

の拡大を防止し安全に処置できる設計と

する。◇23  
ハル・エンドピース貯蔵系の貯蔵プー

ルは，液体状の放射性物質が漏えいし難

い構造とするとともに万一の漏えいを検

知し，漏えいした液体状の放射性物質を

安全に処置できる設計とする。◇23  
 

(２) 貯蔵等に関する考慮 

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，適切

な貯蔵容量を有する設計とする。◇2  

 

(３) 共  用   

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低

レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯＸ燃料加工

施設と共用し，低レベル固体廃棄物貯蔵

設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１

貯蔵系は，廃棄物管理施設と共用する。

ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設

から発生する雑固体の性状に対して再処

理施設で発生する雑固体と雑固体の種

類，表面線量当量率，質量その他の廃棄

物特性が同等のものであることを確認し

て保管する。ＭＯＸ燃料加工施設及び廃

棄物管理施設から発生する雑固体を考慮

しても約５年分の貯蔵容量を有する設計

とすることで，共用によって再処理施設

の安全性を損なわない設計とする。◇2  

 

(４) その他 

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備のうち使

用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備

は，再処理設備本体の運転開始に先立ち

使用できる設計とする。◇17  
 

7.4.5.3   主要設備の仕様 

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備の主要設

備の仕様を第7.4－７表に示す。◇4  

 なお，低レベル固体廃棄物貯蔵設備の

うち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要

な廃樹脂貯槽（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋），第１低レベル廃棄物貯蔵系，使

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-2（P40へ） 
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低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，各種

施設から発生する低レベル固体廃棄物

（廃樹脂及び廃スラッジ，ハル・エンド

ピース，ＣＢ及びＢＰの処理物，低レベ

ル濃縮廃液の処理物，廃溶媒の処理物，

雑固体の処理物等），ＭＯＸ燃料加工施

設及び廃棄物管理施設から発生する雑固

体を貯蔵する能力を有する設計とする。

⑧-2,⑨-1 

廃樹脂及び廃スラッジは，貯槽に貯蔵

する設計とする。⑧-3 

その他の低レベル固体廃棄物は，ドラ

ム缶等又は容器（ドラム）に詰め，貯蔵

室又は貯蔵プールに貯蔵する設計とす

る。⑧-4 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4.1 廃樹脂貯蔵系 

廃樹脂貯蔵系は，使用済燃料の貯蔵施

設のプール水浄化系，液体廃棄物の廃棄

施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設廃液処理系，低レベル固体廃棄物貯

蔵設備のハル・エンドピースを貯蔵する

ハル・エンドピース貯蔵系並びに低レベ

ル固体廃棄物処理設備のＣＢ・ＢＰ処理

系から発生する廃樹脂及び廃スラッジ

を，廃樹脂貯槽に貯蔵する系であり，そ

れぞれ使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，ハ

ル・エンドピース貯蔵建屋及びチャンネ

ルボックス・バーナブルポイズン処理建

屋に設置する設計とする。⑧-5 

 

 

5.3.4.2 ハル・エンドピース貯蔵系 

ハル・エンドピース貯蔵系は，溶解施

設から発生するハル・エンドピース等を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄

物貯蔵系及び第２低レベル廃棄物貯蔵系

の第１貯蔵系は，再処理設備本体の運転

開始に先立ち使用する。◇17  
 また，第２低レベル廃棄物貯蔵系は，

ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，第２低レ

ベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，廃棄

物管理施設と共用する。⑨-2 

 

7.4.5.4 系統構成及び主要設備 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，各種

施設から発生する低レベル固体廃棄物

（廃樹脂及び廃スラッジ，ハル・エンド

ピース，ＣＢ及びＢＰの処理物，低レベ

ル濃縮廃液の処理物，廃溶媒の処理物，

雑固体の処理物等），ＭＯＸ燃料加工施

設及び廃棄物管理施設から発生する雑固

体を貯蔵する能力を有する。⑧-2,⑨-1 

廃樹脂及び廃スラッジは，貯槽に貯蔵

する設計とする。⑧-3 

その他の低レベル固体廃棄物は，ドラ

ム缶等又は容器（ドラム）に詰め，貯蔵

室又は貯蔵プールに貯蔵する設計とす

る。⑧-4 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，将来

必要に応じ増設を考慮する。◇5  

低レベル固体廃棄物貯蔵設備のうち使

用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備

は，再処理設備本体の運転開始に先立ち

使用できる設計とする。◇17  
 

(１) 系統構成 

ａ．廃樹脂貯蔵系 

廃樹脂貯蔵系は，使用済燃料の貯蔵施

設のプール水浄化系，液体廃棄物の廃棄

施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設廃液処理系，低レベル固体廃棄物貯

蔵設備のハル・エンドピースを貯蔵する

ハル・エンドピース貯蔵系並びに低レベ

ル固体廃棄物処理設備のＣＢ・ＢＰ処理

系から発生する廃樹脂及び廃スラッジ

を，それぞれ使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋及びチ

ャンネルボックス・バーナブルポイズン

処理建屋に設置する廃樹脂貯槽に貯蔵す

る系である。⑧-5 

 

 

ｂ．ハル・エンドピース貯蔵系 

ハル・エンドピース貯蔵系は，溶解施

設から発生するハル・エンドピース等を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固体状の放射性廃棄物を貯蔵する設

備が設置される発電用原子炉施設

は，固体状の放射性廃棄物をドラム

缶内に詰める，容器に入れる又はタ

ンク内に貯蔵することによる汚染拡

大防止措置を講じることにより，放

射性廃棄物による汚染が広がらない

設計とする。【40条 3】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-2（P40へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-1（P40へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「ハル・エンドピース等」

とはハル・エンドピースを

含む燃料部材の総称として

示した記載であることから

許可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「廃樹脂及び廃スラッジ，ハ

ル・エンドピース，ＣＢ及びＢ

Ｐの処理物，低レベル濃縮

廃液の処理物，廃溶媒の処

理物，雑固体の処理物等」

とは「廃樹脂及び廃スラッ

ジ，ハル・エンドピース，ＣＢ

及びＢＰの処理物，低レベ

ル濃縮廃液の処理物，廃溶

媒の処理物，雑固体の処理

物，そのまま容器に詰める

雑固体」のことを指すが，主

に取り扱う固体廃棄物は許

可の記載のとおりのため許

可の記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。  

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉と再処理施設の設備

構成の相違のため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

汚染拡大防止措置につい

ては，第 10 条（閉じ込めの

機能）にて記載する。 
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詰めたドラムをプール水中に貯蔵する系

であり，ハル・エンドピース貯蔵建屋に

設置する設計とする。⑧-6 

また，貯蔵プールは，プール水の水

質，水位及び温度の維持・管理を図る設

計とする。⑧-7 

 

5.3.4.3 チャンネルボックス・バーナブ

ルポイズン貯蔵系 

チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処理

設備のＣＢ・ＢＰ処理系等から発生する

ＣＢ・ＢＰの処理物等を詰めたドラム缶

等を貯蔵する系であり，チャンネルボッ

クス・バーナブルポイズン処理建屋に設

置する設計とする。⑧-8 

 

5.3.4.4 第１低レベル廃棄物貯蔵系 

第１低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済

燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設から発

生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑

固体廃棄物処理系で処理しない雑固体を

詰めたドラム缶等，低レベル固体廃棄物

処理設備の低レベル濃縮廃液処理系から

発生する低レベル濃縮廃液の固化体を詰

めたドラム缶及び各種施設のうち使用済

燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を除く

施設から発生する低レベル固体廃棄物処

理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しな

い雑固体のうち，プルトニウムを含む溶

液若しくは粉末又は高レベル廃液による

汚染のおそれのない雑固体であるセル及

びグローブボックス以外から発生する雑

固体を詰めたドラム缶等を貯蔵する系で

あり，第１低レベル廃棄物貯蔵建屋に設

置する設計とする。⑧-9 

 

5.3.4.5 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低

レベル廃棄物貯蔵系 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル

廃棄物貯蔵系は，使用済燃料の受入れ及

び貯蔵に係る施設から発生する低レベル

廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で

処理しない雑固体を詰めたドラム缶を貯

蔵する系であり，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋地下２階及び地下３階に設置する

設計とする。⑧-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詰めたドラムをプール水中に貯蔵する系

であり，ハル・エンドピース貯蔵建屋に

設置する。⑧-6 

 

 

 

 

ｃ．チャンネルボックス・バーナブルポ

イズン貯蔵系 

チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処理

設備のＣＢ・ＢＰ処理系等から発生する

ＣＢ・ＢＰの処理物等を詰めたドラム缶

等を貯蔵する系であり，チャンネルボッ

クス・バーナブルポイズン処理建屋に設

置する。⑧-8 

 

ｄ．第１低レベル廃棄物貯蔵系 

第１低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済

燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設から発

生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑

固体廃棄物処理系で処理しない雑固体を

詰めたドラム缶等，低レベル固体廃棄物

処理設備の低レベル濃縮廃液処理系から

発生する低レベル濃縮廃液の固化体を詰

めたドラム缶及び各種施設のうち使用済

燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を除く

施設から発生する低レベル固体廃棄物処

理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しな

い雑固体のうち，プルトニウムを含む溶

液若しくは粉末又は高レベル廃液による

汚染のおそれのない雑固体であるセル及

びグローブボックス以外から発生する雑

固体を詰めたドラム缶等を貯蔵する系で

あり，第１低レベル廃棄物貯蔵建屋に設

置する。⑧-9 

 

ｅ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベ

ル廃棄物貯蔵系 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル

廃棄物貯蔵系は，使用済燃料の受入れ及

び貯蔵に係る施設から発生する低レベル

廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で

処理しない雑固体を詰めたドラム缶を貯

蔵する系であり，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋地下２階及び地下３階に設置す

る。⑧-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧-7（P42から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「ＣＢ・ＢＰ処理系等から発生す

るＣＢ・ＢＰの処理物等」とは「Ｃ

Ｂ・ＢＰ処理系から発生するＣＢ・

ＢＰの処理物，低レベル濃縮廃

液処理系から発生する低レベル

濃縮廃液の処理物及び固化体，

廃溶媒処理系から発生する廃溶

媒の処理物，雑固体廃棄物処

理系から発生する雑固体の処理

物，そのまま容器に詰める雑固

体並びに各種施設から発生する

低レベル固体廃棄物処理設備

の雑固体廃棄物処理系で処理

しない雑固体を詰めたドラム缶

又は角形容器」を指すが，ここで

は主にＣＢ・ＢＰ処理系から発生

するＣＢ・ＢＰの処理物を取り扱

うため許可の記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

「水質等」について対象を明

確にした。 
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5.3.4.6 第２低レベル廃棄物貯蔵系 

第２低レベル廃棄物貯蔵系は，再処理

施設から発生する低レベル固体廃棄物を

貯蔵するとともに，ＭＯＸ燃料加工施設

及び廃棄物管理施設から発生し容器に詰

められた雑固体を貯蔵する設計とする。

⑨-1 

第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯＸ

燃料加工施設と共用し，第２低レベル廃

棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，廃棄物管理

施設と共用する。⑨-2 

共用する第２低レベル廃棄物貯蔵系

は，再処理施設から発生する低レベル固

体廃棄物，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄

物管理施設から発生する雑固体の推定年

間発生量に対して必要な容量を有する設

計とすることで，共用によって再処理施

設の安全性を損なわない設計とする。 

⑨-3 

 なお，共用に係る設計方針について

は，第１章 共通項目「9.1 安全機能を

有する施設」に示す。 

 

5.3.4.6.1 第１貯蔵系 

第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵

系は，低レベル固体廃棄物処理設備の低

レベル濃縮廃液処理系から発生する低レ

ベル濃縮廃液の処理物及び固化体，廃溶

媒処理系から発生する廃溶媒の処理物，

雑固体廃棄物処理系から発生する雑固体

の処理物又はそのまま容器に詰める雑固

体，各種施設から発生する低レベル固体

廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で

処理しない雑固体を詰めたドラム缶等並

びにＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理

施設から発生する雑固体が詰められたド

ラム缶等を貯蔵する系であり，第２低レ

ベル廃棄物貯蔵建屋の地上１階に設置す

る設計とする。⑧-11,⑨-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｆ．第２低レベル廃棄物貯蔵系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ａ） 第１貯蔵系 

第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵

系は，低レベル固体廃棄物処理設備の低

レベル濃縮廃液処理系から発生する低レ

ベル濃縮廃液の処理物及び固化体，廃溶

媒処理系から発生する廃溶媒の処理物，

雑固体廃棄物処理系から発生する雑固体

の処理物等，各種施設から発生する低レ

ベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物

処理系で処理しない雑固体を詰めたドラ

ム缶等並びにＭＯＸ燃料加工施設及び廃

棄物管理施設から発生する雑固体が詰め

られたドラム缶等を貯蔵する系であり，

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の地上１階

に設置する。 

⑧-11,⑨-1 

ドラム缶等を貯蔵する場合は，遮蔽設

計及び建屋の強度設計に影響がないよう

に，表面線量当量率及び質量を貯蔵前に

管理するものとする。◇1  

再処理設備本体の運転開始に先立ち第

１貯蔵系を使用する場合には，再処理設

備本体の運転開始後を対象とした第２低

レベル廃棄物貯蔵建屋に係る遮蔽設計に

影響がないように，使用済燃料の受入れ

及び貯蔵に係る施設から発生する低レベ

ル廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系

で処理しない雑固体を詰めたドラム缶等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-1（P15,38から） 

 

 

 

⑨-2（P15,37,38から） 

 

 

 

 

 

 

⑨-3（P15から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-1（P38から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉と再処理施設の設備構

成の相違のため。（以下同様） 

【許可からの変更点】 

「処理物等」について対

象を明確にした。 

（以下同様） 

【許可からの変更点】 

事業変更許可の要求事項を

踏まえて，MOX燃料加工施

設及び廃棄物管理施設との

共用における保管容量につ

いて記載。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX燃料加工施設及び廃棄物管

理施設との共用に関する記載は，

再処理特有のため。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 
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5.3.4.6.2 第２貯蔵系 
第２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯蔵

系は，低レベル固体廃棄物処理設備の低

レベル濃縮廃液処理系から発生する低レ

ベル濃縮廃液の処理物及び固化体，廃溶

媒処理系から発生する廃溶媒の処理物，

雑固体廃棄物処理系から発生する雑固体

の処理物又はそのまま容器に詰める雑固

体，各種施設から発生する低レベル固体

廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で

処理しない雑固体を詰めたドラム缶等並

びにＭＯＸ燃料加工施設から発生する雑

固体を詰めたドラム缶等を貯蔵する系で

あり，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の地

下１階，地下２階及び地下３階に設置す

る設計とする。【⑧-12,⑨-1】ただし，

よう素フィルタ等は，第２低レベル廃棄

物貯蔵建屋地下２階のフィルタ貯蔵室に

貯蔵する設計とする。⑧-13 

 

5.3.4.7 第４低レベル廃棄物貯蔵系 

第４低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済

燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設から発

生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑

固体廃棄物処理系で処理しない雑固体を

詰めたドラム缶等，低レベル固体廃棄物

処理設備の低レベル濃縮廃液処理系から

発生する低レベル濃縮廃液の固化体を詰

めたドラム缶及び各種施設のうち使用済

燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を除く

施設から発生する低レベル固体廃棄物処

理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しな

い雑固体のうち，セル及びグローブボッ

クス以外から発生する雑固体を詰めたド

ラム缶等を貯蔵する系であり，第４低レ

ベル廃棄物貯蔵建屋に設置する設計とす

る。⑧-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の表面線量当量率を貯蔵前に管理するも

のとする。◇1  

 

(ｂ) 第２貯蔵系 

第２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯蔵

系は，低レベル固体廃棄物処理設備の低

レベル濃縮廃液処理系から発生する低レ

ベル濃縮廃液の処理物及び固化体，廃溶

媒処理系から発生する廃溶媒の処理物，

雑固体廃棄物処理系から発生する雑固体

の処理物等，各種施設から発生する低レ

ベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物

処理系で処理しない雑固体を詰めたドラ

ム缶等並びにＭＯＸ燃料加工施設から発

生する雑固体を詰めたドラム缶等を貯蔵

する系であり，第２低レベル廃棄物貯蔵

建屋の地下１階，地下２階及び地下３階

に設置する。【⑧-12,⑨-1】ただし，よ

う素フィルタ等は，第２低レベル廃棄物

貯蔵建屋地下２階のフィルタ貯蔵室に貯

蔵する。⑧-13 

 

 

ｇ．第４低レベル廃棄物貯蔵系 

第４低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済

燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設から発

生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑

固体廃棄物処理系で処理しない雑固体を

詰めたドラム缶等，低レベル固体廃棄物

処理設備の低レベル濃縮廃液処理系から

発生する低レベル濃縮廃液の固化体を詰

めたドラム缶及び各種施設のうち使用済

燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を除く

施設から発生する低レベル固体廃棄物処

理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しな

い雑固体のうち，セル及びグローブボッ

クス以外から発生する雑固体を詰めたド

ラム缶等を貯蔵する系であり，第４低レ

ベル廃棄物貯蔵建屋に設置する。⑧-14 

 

(２) 主要設備 

廃樹脂及び廃スラッジを内包する機器

は，ステンレス鋼を用い，接液部は溶接

構造等の設計とする。また，廃樹脂及び

廃スラッジを内包する主要設備を収納す

る室の床には，漏えい検知装置を備えた

ステンレス鋼製又は樹脂製の漏えい液受

皿を設置し，漏えいした液体状の放射性

物質は，適切に処置できる設計とする。 

◇1 ,◇23  
ハル・エンドピース貯蔵系の貯蔵プー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-1（P38から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「よう素フィルタ等」とは再

処理施設の各設備から発

生するよう素フィルタ，高

性能粒子フィルタ，ルテニ

ウム吸着材，ミストフィル

タのことであるが，ここで

は貯蔵するフィルタの総

称として示した記載である

ことから，許可の記載を用

いた。 
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ルの内面は，ステンレス鋼を内張りし，

かつ，接液部は溶接構造等の設計とす

る。また，貯蔵プールに漏えい検知装置

を設けるとともに漏えいした液体状の放

射性物質は，適切に移送する設計とす

る。【◇23 】また，貯蔵プールは，プール

水の水質等の維持・管理を図る設計とす

る。⑧-7 

フィルタ貯蔵室は，低レベル廃棄物処

理建屋換気筒に接続する設計とする。◇19  
低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，貯蔵

する各低レベル固体廃棄物の推定年間発

生量，使用済燃料による総合試験期間

（平成18年3月31日開始）中に発生する

各低レベル固体廃棄物，増設に必要な期

間等を考慮して，次のとおりの貯蔵容量

を有する設計とする。◇1  

廃樹脂貯蔵系は，約40年分の貯蔵容量

を有する設計とする。ハル・エンドピー

ス貯蔵系は，約５年分の貯蔵容量を有す

る設計とする。◇1  

チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン貯蔵系は，ＢＷＲ使用済燃料及びＰ

ＷＲ使用済燃料を年間400ｔ・ＵＰｒず

つ再処理する場合に発生するＣＢ及びＢ

Ｐの処理物等の約10年分の貯蔵容量を有

する設計とする。◇1  

また，第１低レベル廃棄物貯蔵系，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄

物貯蔵系，第２低レベル廃棄物貯蔵系の

第１貯蔵系及び第２貯蔵系並びに第４低

レベル廃棄物貯蔵系は，低レベル固体廃

棄物処理設備の低レベル濃縮廃液処理系

から発生する低レベル濃縮廃液の処理物

及び固化体，廃溶媒処理系から発生する

廃溶媒の処理物，雑固体廃棄物処理系か

ら発生する雑固体の処理物等並びに各種

施設から発生する雑固体を再処理事業の

開始から約27年分の貯蔵容量を有する設

計とする。◇1  

第１低レベル廃棄物貯蔵系，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵

系，第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯

蔵系及び第４低レベル廃棄物貯蔵系は，

再処理設備本体の運転開始に先立ち，使

用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を

使用して，使用済燃料の受入れ及び貯蔵

を行う場合に発生する雑固体並びに低レ

ベル固体廃棄物処理設備の低レベル濃縮

廃液処理系の固化装置のしゅん工（平成

19年3月30日）後に発生する低レベル濃

 

 

 

 

 

 

⑧-7（P39へ） 
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縮廃液の固化体を再処理事業の開始から

約30年分の貯蔵容量を有する設計とす

る。◇1  

 

7.4.5.5   試験・検査 

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，中央

制御室の制御盤等でその状態を監視す

る。◇18 ,◇30  
 

7.4.5.6 評 価 

(１) 閉じ込め 

廃樹脂及び廃スラッジを内包する機器

は，ステンレス鋼を用い，かつ，接液部

は溶接構造等の漏えいし難い設計とする

ので，閉じ込め機能を確保できる。ま

た，廃樹脂及び廃スラッジを内包する主

要設備を収納する室の床には，漏えい検

知装置を備えたステンレス鋼製又は樹脂

製の漏えい液受皿を設置し，漏えいした

液体状の放射性物質は，適切に移送する 

設計とするので，万一の液体状の放射性

物質の漏えいを想定しても，その拡大を

防止できる。◇23  
ハル・エンドピース貯蔵系の貯蔵プー

ルの内面は，ステンレス鋼の腐食し難い

材料を内張りし，かつ，接液部は溶接構

造等の漏えいし難い設計とするので閉じ

込め機能を確保できる。また，貯蔵プー

ルに漏えい検知装置を設けるとともに漏

えいした液体状の放射性物質を適切に移

送する設計とするので，万一の液体状の

放射性物質の漏えいを想定しても，その

拡大を防止できる。◇23  
(２) 貯蔵等に関する考慮 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，各種

施設から発生した低レベル固体廃棄物，

ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設

から発生した雑固体を約５年分貯蔵する

ことができる。◇2  

(３) 共 用 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低

レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯＸ燃料加工

施設と共用し，低レベル固体廃棄物貯蔵

設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１

貯蔵系は，廃棄物管理施設と共用する。

ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設

から発生した雑固体の性状に対して，再

処理施設で発生した雑固体と雑固体の種

類，表面線量当量率，質量その他の廃棄

物特性が同等のものであることを確認し

て保管し，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄
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(ⅲ) 廃棄物の処理能力 

固体廃棄物の廃棄施設は，高レベル廃

液を約 140Ｌ／ｈ，低レベル濃縮廃液を

約 0.2ｍ３／ｈ及び 200ℓ ドラム缶約２

本／日，廃溶媒を約８Ｌ／ｈ及び焼却可

能な雑固体を約 75ｋｇ／ｈ，圧縮減容

可能な雑固体を圧縮力約 1,500ｔ並びに

ＣＢ・ＢＰを各々約１個／ｈ及び約 0.5

個／ｈで【□1 】処理できる能力を有す

る。⑤-1，⑦-1 

 

(ⅳ) 保管廃棄施設の最大保管廃棄能力 

(ａ) ガラス固化体貯蔵設備 

8,235 本（ガラス固化体）□1  

高レベル廃液ガラス固化建屋 

315 本（ガラス固化体）□1  

第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟 

2,880 本（ガラス固化体）□1  

第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟 

5,040 本（ガラス固化体）□1  

 

(ｂ) 低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

廃樹脂貯蔵系 約 850 ｍ３ 

ハル・エンドピース貯蔵系 

約 2,000 本 

（1,000Ｌドラム換算）□1  

チャンネルボックス・バーナブル

ポイズン貯蔵系 

約 7,000 本 

（200ℓ ドラム缶換算）□1  

第１低レベル廃棄物貯蔵系 

約 13,500 本 

（200ℓ ドラム缶換算）□1  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レ

ベル廃棄物貯蔵系  

約 430 本 

（200ℓ ドラム缶換算）□1  

 

物管理施設から発生した雑固体を考慮し

ても約５年分の貯蔵容量を有する設計と

することで，共用によって再処理施設の

安全性を損なわない。◇26  
(４) その他 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備のうち使

用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な廃樹

脂貯槽（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

等は，再処理設備本体の運転開始に先立

ち使用できる設計とする。◇17  
 

 

第7.4－１表 高レベル廃液ガラス固化

設備の主要設備の仕様 

(１) 高レベル廃液調整槽 

ａ．高レベル廃液混合槽 

種  類 たて置円筒形 

基  数 ２ 

容  量 約20ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼◇15  
ｂ．アルカリ濃縮廃液中和槽 

種  類 たて置円筒形 

基  数 １ 

容  量 約６ｍ３  

主要材料 ステンレス鋼◇15  
(２) 高レベル廃液供給液槽 

ａ．供給液槽 

種  類 たて置円筒形 

基  数 ２（１基／系列） 

容  量 約５ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼◇15  
ｂ．供 給 槽 

種  類 たて置円筒形 

基  数 ２（１基／系列） 

容  量 約２ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼◇15  
(３) ガラス溶融炉 

種  類 液体供給式直接通電 

セラミックメルタ 

基  数 ２(１基／系列） 

容  量 約70Ｌ（高レベル廃

液）／ｈ（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼(ケーシ

ング） 

耐火レンガ(炉材）◇15  
(４) 固化セル移送台車 

種  類 床面レール走行形 

台  数 ２（１台／系列）◇15  
(５) 溶 接 機 

種  類 ＴＩＧ自動溶接方式 

台  数 ２（１台／系列）◇15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-1,⑦-1（P15へ） 
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    別紙 1① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十五条（保管廃棄施設）（45 / 49） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
第２低レベル廃棄物貯蔵系 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

第１貯蔵系 約 12,700 本 

（200ℓ ドラム缶換算）□1  

第２貯蔵系 約 42,500 本 

（200ℓ ドラム缶換算）□1  

第４低レベル廃棄物貯蔵系 

約 13,500 本 

（200ℓ ドラム缶換算）□1  

 

固体廃棄物の廃棄施設の貯蔵設備は，

必要がある場合には増設を考慮する。□5  

 

 

(６) 除染装置 

種  類 水洗浄及びブラシ除染 

方式 

天井走行形 

（ガラス固化体のつり上げ機構） 

台  数 ２◇15  
(７) ガラス固化体検査室天井クレーン 

種  類 天井走行形 

台  数 １ 

容  量 約２ｔ◇15  
(８) ガラス固化体検査装置 

ａ．ガラス固化体外観検査装置 

種  類 テレビカメラ方式 

基  数 １◇15  
ｂ．ガラス固化体表面汚染検査装置 

種  類 スミヤサンプリング 

方式 

基  数 １◇15  
ｃ．ガラス固化体閉じ込め検査装置 

種  類 ガスサンプリング方式 

基  数 １◇15  
 

第7.4－２表 ガラス固化体貯蔵設備の

主要設備の仕様 

(１) 貯蔵ピット 

ａ．高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵

ピット 

種  類 間接自然空冷貯蔵方式 

基  数 １ 

構  成 収納管及び通風管 

各45本 

容  量 ガラス固化体315本 

(ガラス固化体７本／収納管） 

   寸  法 貯蔵ピット 

約22ｍ×約６ｍ×約15ｍ（高さ） 

収納管内径 約44ｃｍ 

収納管肉厚 約１ｃｍ 

収納管長さ 約14ｍ 

        通風管内径 約58ｃｍ 

通風管長さ 約11ｍ 

主要材料 炭素鋼◇15  
 

ｂ．第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の貯

蔵ピット 

種  類 間接自然空冷貯蔵方式 

基  数 ４ 

構  成 収納管及び通風管 

各80本／基 

容  量 ガラス固化体 

720本／基 

（ガラス固化体９本／収納管） 
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    別紙 1① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十五条（保管廃棄施設）（46 / 49） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
寸  法 貯蔵ピット 

約26ｍ×約６ｍ×約17ｍ（高さ） 

収納管内径 約44ｃｍ 

収納管肉厚 約１ｃｍ 

収納管長さ 約16ｍ 

通風管内径 約58ｃｍ 

通風管長さ 約12ｍ 

主要材料 炭素鋼◇15  
 

ｃ．第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の貯

蔵ピット 

種  類 間接自然空冷貯蔵方式 

基  数 ４ 

構  成 収納管及び通風管 

各140本／基 

容  量 ガラス固化体 

1,260本／基 

（ガラス固化体９本／収納管） 

寸  法 貯蔵ピット 

約26ｍ×約8ｍ×約17ｍ（高さ） 

収納管内径 約44ｃｍ 

収納管肉厚 約１ｃｍ 

収納管長さ 約16ｍ 

通風管内径 約58ｃｍ 

通風管長さ 約12ｍ 

主要材料 炭素鋼◇15  
 

(２) トレンチ移送台車 

種 類  遮蔽容器付床面レール

走行形 

台 数  １◇15  
 

(３) ガラス固化体受入れクレーン 

種 類  天井走行形 

台 数  １ 

容  量  約１ｔ◇15  
 

(４) 第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走

行クレーン 

種 類  遮蔽容器付床面走行形 

台 数  １ 

容 量  約４ｔ◇15  
 

(５) 冷却空気入口シャフト 

ａ．高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却

空気入口シャフト 

高 さ  約29ｍ◇15  
ｂ．第１ガラス固化体貯蔵建屋の冷却空

気入口シャフト 

高 さ  約25ｍ◇15  
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    別紙 1① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十五条（保管廃棄施設）（47 / 49） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
(６) 冷却空気出口シャフト 

ａ．高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却

空気出口シャフト 

高 さ  約35ｍ◇15  
ｂ．第１ガラス固化体貯蔵建屋の冷却空

気出口シャフト 

高 さ  約35ｍ◇15  
 

 

第7.4－３表 低レベル濃縮廃液処理系

の主要設備の仕様 

(１) 乾燥装置 

種 類  たて置遠心薄膜式 

基 数  １ 

容 量  約0.2ｍ３／ｈ 

主要材料 ニッケル基合金◇15  
(２) 圧縮成型装置 

種 類  油圧式 

基 数  １式◇15  
(３) 固化装置＊ 

基 数  １式 

容 量  200ℓドラム缶約２本 

／日◇15  
注）＊印の設備は，使用済燃料の受入れ

及び貯蔵に係る設備である。 

 

第7.4－４表 廃溶媒処理系の主要設備

の仕様 

(１) 熱分解装置 

種 類  乾留分解式 

基 数  １ 

容 量  約８Ｌ／ｈ 

主要材料 ニッケル基合金 

(乾留部) 

ステンレス鋼 

(粉体抜出し部) ◇15  
(２) 燃焼装置 

種 類  自燃式 

基 数  １ 

主要材料 炭素鋼(ケーシング) 

耐火物(炉材) ◇15  
(３) 圧縮成型装置 

種 類  油圧式 

基 数  １式◇15  
 

第7.4－５表 雑固体廃棄物処理系の主

要設備の仕様 

 

(１) 焼却装置 

種 類  自燃式 

基 数  １ 
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    別紙 1① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十五条（保管廃棄施設）（48 / 49） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
容 量  約75ｋｇ／ｈ 

主要材料 炭素鋼(ケーシング) 

耐火物(炉材) ◇15  
(２) セラミック フィルタ 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １式 

容 量 約1,700ｍ３／ｈ[normal] 

主要材料 炭素鋼(ケーシング) 

耐火物(炉材) ◇15  
(３) 圧縮減容装置 

種 類 油圧式 

基 数 １ 

容 量 約1,500ｔ(圧縮力) ◇15  
 

第7.4－６表 ＣＢ・ＢＰ処理系の主要

設備の仕様 

(１) 第１切断装置＊  

ａ．第１ＣＢ切断装置 

種 類 溶断式 

   台 数 ２ 

容 量 ＣＢ 約0.5個／ｈ／台◇15  
ｂ．第１ＢＰ切断装置 

種 類 機械式 

台 数 ２ 

容 量 ＢＰ 約0.5個／ｈ／台◇15  
(２) 第２切断装置 

ａ．第２ＣＢ切断装置 

種 類 溶断式 

台 数 ２ 

容 量 ＣＢ 約0.5個／ｈ／台◇15  
ｂ．第２ＢＰ切断装置 

種 類 機械式 

台 数 １ 

容 量 ＢＰ 約0.5個相当／ｈ◇15  
注)  *印の設備は，使用済燃料の受入

れ及び貯蔵に必要な施設と同時に設置す

る。 

 

第7.4－７表 低レベル固体廃棄物貯蔵

設備の主要設備の仕様 

(１) 廃樹脂貯蔵系 

ａ．廃樹脂貯槽（使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋）＊  

種 類 ライニング槽 

基 数 ３ 

容 量 約190ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼◇15  
ｂ．廃樹脂貯槽（ハル・エンドピース

貯蔵建屋） 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ２ 
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    別紙 1① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十五条（保管廃棄施設）（49 / 49） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
容 量 約80ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼◇15  
ｃ．廃樹脂貯槽（チャンネルボック

ス・バーナブルポイズン処理建

屋） 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約120ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼◇15  
(２) ハル・エンドピース貯蔵系 

構  造 鉄筋コンクリート（一

部鉄骨鉄筋コンクリー

ト及び鉄骨造） 

貯蔵能力 約2,000本 

（1,000Ｌドラム換算）◇15  
(３) チャンネルボックス・バーナブル

ポイズン貯蔵系 

構  造 鉄筋コンクリート造 

貯蔵能力 約7,000本 

（200ℓドラム缶換算）◇15  
(４) 第１低レベル廃棄物貯蔵系＊  

構  造 鉄筋コンクリート造 

貯蔵能力 約13,500本 

（200ℓドラム缶換算）◇15  
(５) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レ

ベル廃棄物貯蔵系＊  

構  造 鉄筋コンクリート造 

貯蔵能力 約430本 

（200ℓドラム缶換算）◇15  
(６) 第２低レベル廃棄物貯蔵系（ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用） 

構  造 鉄筋コンクリート造 

ａ．第１貯蔵系＊（廃棄物管理施設と

共用） 

貯蔵能力 約12,700本 

（200ℓドラム缶換算）◇15  
ｂ．第２貯蔵系 

貯蔵能力 約42,500本 

（200ℓドラム缶換算）◇15  
(７) 第４低レベル廃棄物貯蔵系 

構  造 鉄筋コンクリート造 

貯蔵能力 約13,500本 

（200ℓドラム缶換算）◇15  
注) *印の設備は，使用済燃料の受入れ

及び貯蔵に係る設備である。 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第二十五条（保管廃棄施設） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

① 
ガラス固化体貯蔵設備におけ

る崩壊熱の除去に関する記載 
技術基準の要求を受けている内容 

１項 

(10 条１項) 
－ a,b 

② 
ガラス固化体貯蔵設備の保管

容量に関する記載 
許可事項の展開 － － b,d 

③ 
低レベル固体廃棄物貯蔵設備

の保管容量に関する記載 
許可事項の展開 － － b,d 

④ 
冷却のための適切な措置に関

する記載 
技術基準の要求を受けている内容 

１項 

(10 条１項) 
－ a,b 

⑤ 
高レベル廃液ガラス固化設備

の設計方針 
許可事項の展開 

－ 

(24条 1項 1号) 

(24条 1項 5号) 

－ a,b 

⑥ 
ガラス固化体貯蔵設備の設計

方針 
許可事項の展開 － － a,b 

⑦ 
低レベル固体廃棄物処理設備

の設計方針 
許可事項の展開 

－ 

(11 条４項 ) 

(24条 1項 1号) 

(24条 1項 5号) 

－ a,b 

⑧ 
低レベル固体廃棄物貯蔵設備

の設計方針 
許可事項の展開 

－ 

(24条 1項 1号) 

(24条 1項 5号) 

－ a,b 

⑨ 
共用に関する記載 

（安全機能を有する施設） 

第 16条「安全機能を有する施設」

の共用に係る要求を受けている内

容 

－ 

(16条５項)  
－ c 

⑩ 
固体廃棄物の廃棄施設の建物

に関する事項 
許可事項の展開 － － b 

⑪ 
高レベル廃液ガラス固化設備

の流下停止系に関する記載 

高レベル廃液ガラス固化設備の特

有の機能である流下停止系につい

て記載する。 

－ 

(15 条 1 項) 

(22条 2項 1号) 

－ b 

⑫ 搬送設備に関する事項 
第 18条「搬送設備」に係る要求を

受けている内容 

－ 

(18条 1項 1号) 

(18条 1項２号) 

(18条 1項３号) 

－ b 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

□2  重複記載 
本文又は添付書類六の他箇所の記載と重複するため記載

しない。 
－ 

□3  一般事項 
一般事項であるため，基本設計方針に記載しない。（図面

の呼び込み，記載箇所の呼び込み等） 
－ 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

別紙１② 

□4  建屋の仕様 
仕様を特定する必要のない建屋であるため，基本設計方

針に記載しない。 
b,d 

□5  将来増設に関する事項 
将来増設に関する事項については，基本設計方針には記

載しない。 
－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  添付書類記載事項 添付書類に記載する事項のため，記載しない。 a,c 

◇2  重複記載 
本文又は添付書類六の他箇所の記載と重複するため記載

しない。 
－ 

◇3  
機器配置・系統図・概要（構造

等） 

機器配置・系統図・概要（構造等）については添付書類

「再処理施設に関する図面」に添付するため記載しない。 
b 

◇4  一般事項 
一般事項であるため，基本設計方針に記載しない。（図面

の呼び込み，記載箇所の呼び込み等） 
－ 

◇5  再処理施設の位置 
再処理施設の位置に関する概要説明であるため，基本設

計方針に記載しない。 
－ 

◇6  建屋が収納する設備 各個別項目で展開する。 － 

◇7  セルに収納する機器 セルに設置される機器は系統図及び配置図に示す。 b 

◇8  

建物に関する基本事項（第 10

条，第 16 条，第 24 条，第 27

条，第 28条） 

第 10条「閉じ込めの機能」，第 16条「安全機能を有する

施設」，第 24 条「廃棄施設」，第 27 条「遮蔽」，第 28 条

「換気施設」に関する基本事項であるため記載しない。 

－ 

◇9  
建物に関する基本事項（第９

条） 

第９条「再処理施設への人の不法な侵入等の防止」に関

する基本事項であるため記載しない。 
－ 

◇10  
建物に関する基本事項（第８

条） 

第８条「外部からの衝撃による損傷の防止」に関する基

本事項であるため記載しない。 
－ 

◇11  
建物に関する基本事項（第５

条） 

第５条「安全機能を有する施設の地盤」」に関する基本事

項であるため記載しない。 
－ 

◇12  
建物に関する基本事項（第６

条） 

第６条「地震による損傷の防止」に関する基本事項であ

るため記載しない。 
－ 

◇13  
建物に関する基本事項（第 29

条） 

第 29条「保安電源設備」に関する基本事項であるため記

載しない。 
－ 

◇14  
建物に関する基本事項（第 14

条） 

第 14条「安全避難通路等」に関する基本事項であるため

記載しない。 
－ 

◇15  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

◇16  工事に関する事項 工事の方法に関する事項のため記載しない。 － 

◇17  先行使用に関する事項 
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は竣工施設である

ため記載しない。 
－ 
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◇18  
他条文で展開する事項（第 20

条） 

第 20条「計測制御系統施設」にて，説明する内容のため

記載しない。 
－ 

◇19  
他条文で展開する事項（第 24

条） 

第 24条「廃棄設備」にて，説明する内容のため記載しな

い。 
－ 

◇20  
他条文で展開する事項（第 22

条） 

第 22条「安全保護回路」にて，説明する内容のため記載

しない。 
－ 

◇21  将来増設に関する事項 
将来増設に関する事項については，基本設計方針には記

載しない。 
－ 

◇22  運転条件に関する事項 
運転に関する事項で設備の設計に直接関係無いため，記

載しない。 
－ 

◇23  
他条文で展開する事項（第 10

条） 

第 10条「閉じ込めの機能」にて，説明する内容のため記

載しない。 
－ 

◇24  
他条文で展開する事項（第 11

条） 

第 11条「火災による損傷の防止」にて，説明する内容の

ため記載しない。 
－ 

◇25  
他条文で展開する事項（第 15

条） 

第 15条「安全上重要な施設」にて，説明する内容のため

記載しない。 
－ 

◇26  
他条文で展開する事項（第 16

条） 

第 16条「安全機能を有する施設」にて，説明する内容の

ため記載しない。 
－ 

◇27  
他条文で展開する事項（第 17

条） 

第 17条「材料及び構造」にて，説明する内容のため記載

しない。 
－ 

◇28  
他条文で展開する事項（第 18

条） 

第 18条「搬送設備」にて，説明する内容のため記載しな

い。 
－ 

◇29  
他条文で展開する事項（第 27

条） 
第 27条「遮蔽」にて，説明する内容のため記載しない。 － 

◇30  
他条文で展開する事項（第 23

条） 
第 23条「制御室」にて，説明する内容のため記載しない。 － 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ-1-6 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 

b 

Ⅵ-2-3 系統図 

Ⅵ-2-4 配置図 

Ⅵ-2-5 構造図 

c 
Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関

する説明書 

d 仕様表 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（遮蔽） 

第二十七条 

安全機能を有する施設は、

運転時及び停止時において再

処理施設からの直接線及びス

カイシャイン線による工場等

周辺の線量が原子力規制委員

会の定める線量限度を十分下

回るように設置されたもので

なければならない。 

①,②,④,⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1章 共通項目 

 

 

 

8． 遮蔽 

 安全機能を有する施設は，周辺監視

区域外の線量及び放射線業務従事者の

被ばく線量が，「核原料物質又は核燃

料物質の製錬の事業に関する規則等の

規定に基づく線量限度等を定める告

示」（以下「線量告示」という。）に

定められた線量限度を超えないことは

もとより，公衆の被ばく線量及び放射

線業務従事者が立ち入る場所における

線量を合理的に達成できる限り低くす

るため，以下の遮蔽等の対策を講ずる

設計とする。① 

 

(1) 安全機能を有する施設は，通常時

の再処理施設からの直接線及びスカ

イシャイン線による周辺監視区域外

の線量が，線量告示で定められた線

量限度を超えないようにするととも

に，合理的に達成できる限り低くな

るよう，遮蔽その他適切な措置を講

ずる設計とする。②-1,2 

 

 

 

 

 

 

(2) 安全機能を有する施設は，管理区

域その他再処理施設内の人が立ち入

る場所における外部被ばく及び内部

被ばくによる線量を合理的に達成で

きる限り低減できるよう，遮蔽その

他適切な措置を講ずる設計とする。

③-1,2 

 

a. 遮蔽その他適切な措置としては，

放射線業務従事者の作業性等を考慮

して，遮蔽，機器の配置，遠隔操

作，放射性物質の漏えい防止対策，

換気等，所要の放射線防護上の措置

を講ずる設計とする。③-2 

  なお，遠隔操作の設計について

は，第２章 個別項目の「4.3 制御

室」に示す。また，放射性物質の漏

えい防止対策については，第１章 

共通項目の「4.1 閉じ込め」に基づ

ロ．再処理施設の一般構造 

 

 

 

(２) 放射線の遮蔽に関する構造 

周辺監視区域外の線量及び放射線業務

従事者の線量が，「核原料物質又は核燃

料物質の製錬の事業に関する規則等の規

定に基づく線量限度等を定める告示」

（以下「線量告示」という。）に定めら

れた線量限度を超えないことはもとよ

り，公衆の被ばく線量及び放射線業務従

事者が立ち入る場所における線量を合理

的に達成できる限り低くするため，以下

の遮蔽等の対策を講ずる設計とする。① 

 

 

 

 (ⅰ) 平常時の直接線及びスカイシャイ

ン線による周辺監視区域外の線量及び

放射線業務従事者の線量が合理的に達

成できる限り低くなるよう，【②-1,

③-1】取り扱う放射性物質の種類，量

及びその移動を考慮し，放射線の遮蔽

効果のある機器，洞道，セル及び建屋

の内部に放射性物質を収納し，これら

を組み合わせる設計とする。④-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 遮蔽構造材としては，主としてコン

クリートを用いるが，その他必要に応

じて鉛，鉄，水等を用いる設計とす

る。□1  

 

 

 

1. 安全設計 

1.1 安全設計の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 安全機能を有する施設に関する

基本方針 

(11) 安全機能を有する施設は，運転時及

び停止時において再処理施設からの直

接線及びスカイシャイン線による再処

理事業所周辺の空間線量率を十分に低

減する設計とする。◇1  

 

1.3 放射線の遮蔽に関する設計 

再処理施設の遮蔽設計に当たっては，

周辺監視区域外の線量及び放射線業務従

事者の線量が，「核原料物質又は核燃料

物質の製錬の事業に関する規則等の規定

に基づく線量限度等を定める告示（平成

27年８月31日原子力規制委員会告示第８

号）」（以下「線量告示」という。）に

定められた線量限度を超えないことはも

とより，公衆の被ばく線量及び放射線業

務従事者が立ち入る場所における線量を

合理的に達成できる限り低くするため，

以下の遮蔽等の対策を講ずる設計とす

る。◇1  

1.3.1 遮蔽設計の基本方針 

(１) 再処理施設は，通常運転時，定期検

査時等において，放射線業務従事者の

受ける線量が，「線量告示」に定めら

れた線量限度を超えないようにするこ

とはもちろん，放射線業務従事者の立

ち入り場所における線量を合理的に達

成できる限り低くする設計とする。◇1  

(２) 再処理施設からの平常時の直接線及

びスカイシャイン線による公衆の受け

る線量が合理的に達成できる限り低く

なるよう遮蔽等を行う。②-2 

 

(３) 再処理施設の主要設備は，取り扱う

放射性物質の種類，量及びその移動を

考慮し，放射線の低減効果のある機

器，洞道，セル及び建屋の内部に放射

性物質を収納する設計とする。◇1  

 

 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等 

2.3 生体遮蔽装置等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準対象施設は，通常運転時にお

いて発電用原子炉施設からの直接ガンマ

線及びスカイシャインガンマ線による発

電所周辺の空間線量率が，放射線業務従

事者等の放射線障害を防止するために必

要な生体遮蔽等を適切に設置すること及

び発電用原子炉施設と周辺監視区域境界

までの距離とあいまって，発電所周辺の

空間線量率を合理的に達成できる限り低

減し，周辺監視区域外における線量限度

に比べ十分に下回る，空気カーマで年間

50 μGy を超えないような遮蔽設計とす

る。 

 

 

発電所内における外部放射線による放

射線障害を防止する必要がある場所に

は，通常運転時の放射線業務従事者等の

被ばく線量が適切な作業管理とあいまっ

て，「核原料物質又は核燃料物質の製錬

の事業に関する規則等の規定に基づく線

量限度等を定める告示」を満足できる遮

蔽設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-1(P2 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③-2(P3 から) 

 

 

 

 

 

 

 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

  ：発電炉との差異の理由     ：許可からの変更点等 

【凡例】 

（発電炉の記載） 
＜不一致の理由＞ 
キャスク未設置の発電炉

では，評価をガンマ線に

限定しているが，再処理

施設は，中性子線の影響

も考慮する必要があるた

め、ガンマ線に限定した

記載としない。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

年間50μ㏉は発電炉の

技術基準規則の解釈に

て目標としている基準

であるが、再処理施設

には同様の基準がな

い。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

規則適合させるための設計方針を記載。 

【許可からの変更点】 

主語の明確化。 

【許可からの変更点】 

用語の統一。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

線量低減に関する考え方は発電炉と同じである

が、具体的な対応を添付書類で記載することを

踏まえた記載とした。 

【許可からの変更点】 

用語の統一。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の事業指定基準規則におい

て，作業性等を考慮し，所要の放射線防

護措置を講ずることの要求があり，事業

変更許可との整合性を考慮し，記載。 

（当社の記載） 
＜不一致の理由＞ 
事業変更許可との整合性を考慮し，

周辺監視区域外の線量と記載。 

（発電炉の記載） 
＜不一致の理由＞ 
発電炉は，外部放射線による被ばくの防止についての記載であるが，再処理

施設は，事業許可の記載を踏まえ，内部被ばくの防止も含めた再処理施設内

の放射線防護上の措置を記載した。 
また，線量告示を満足することについては，冒頭の記載で述べているため，記

載しない。 

【「等」の解説】 

遮蔽をはじめとした線量を低減す

るための対策の例示であって，具

体的な対策は以降の基本設計方針

で示されるため，事業変更許可の

記載を用いた。 

【等の解説】 

「作業性等」については，作業

性，視認性及び動線が考えられる

が，放射線業務従事者の作業，点

検及び移動の妨げにならないよう

することの例示であるため，事業

変更許可の記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

主語の明確化。 

【「等」の解説】 

「遮蔽，機器の配置，放射性物質

の漏えい防止対策，換気等」につ

いて，設計として示す遠隔操作に

ついて明確化し，それ以外につい

ては，区域管理及び作業管理が考

えられるが，保安規定に定めて管

理する事項であることから，等の

中に含めることとした。 

【許可からの変更点】 

所要の放射線防護上の措置のう

ち，遮蔽以外の要素について記載

箇所を明確化。 

【許可からの変更点】 

MOX 燃料加工施設の記載と横並びを図り，

記載を適正化。 

【許可からの変更点】 

主語の明確化。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 工場等内における外部放

射線による放射線障害を防止

する必要がある場所には、放

射線障害を防止するために必

要な遮蔽能力を有する遮蔽設

備が設けられていなければい

けない。この場合において、

当該遮蔽設備に開口部又は配

管その他の貫通部がある場合

であって放射線障害を防止す

るために必要がある場合に

は、放射線の漏えいを防止す

るための措置が講じられたも

のでなければならない。 

①,③,④,⑤,⑥,⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くものとし，換気の設計について

は，第２章 個別項目の「5.1.4 換

気設備」に示す。 

 

b. 安全機能を有する施設は，取り扱

う放射性物質の種類，量及びその移動

を考慮し，放射線の遮蔽効果のある機

器，洞道，セル及び建屋の内部に放射

性物質を収納し，これらを遮蔽設備と

して組み合わせる設計とする。④-1 

遮蔽設備はセル遮蔽，補助遮蔽及び

外部遮蔽から構成する。④-2 

  第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の外

部遮蔽は，廃棄物管理施設と共用す

る。【④-3】共用する第２低レベル

廃棄物貯蔵建屋の外部遮蔽は，廃棄

物管理施設から受け入れる雑固体が

再処理施設から発生する雑固体と表

面線量当量率が同等であることを確

認して保管廃棄する設計とすること

で，共用によって再処理施設の安全

性を損なわない設計とする。④-4 

 

 

 

c. 再処理施設内の遮蔽設計に当たっ

ては，放射線業務従事者の立入り頻

度及び立入り時間を考慮した遮蔽設

計区分を設け，区分ごとに基準線量

率を設定するとともに，管理区域を

適切に区分し，区分ごとの基準線量

率を満足するよう遮蔽設備を設計す

る。⑤ 

 

 

 

d. セル遮蔽及び外部遮蔽に開口部又

は貫通部がある場合で，開口部又は

貫通部により基準線量率を超えるお

それのある場合には，以下に示すよ

うな放射線漏えい防止措置を講じ，

基準線量率を満足する設計とする。

⑥ 

 (a) セル遮蔽及び外部遮蔽の開口部

及び貫通部については，線源を直

接見通さないような場所に設置す

る措置⑥ 

 (b) セル遮蔽及び外部遮蔽の開口部

及び貫通部には，迷路構造，遮蔽

材を設置する等の措置⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅲ) 開口部又は配管，ダクト等の壁貫通

部は，迷路構造，遮蔽材を設置する等

の処理をして放射線を遮蔽する設計と

する。⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅳ) 放射線業務従事者の作業場所への立

ち入り頻度及び立ち入り時間を考慮し

た遮蔽設計区分を設け，区分ごとの基

準線量率を満足する設計とする。⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 放射線業務従事者の作業場所への立

ち入り頻度及び立ち入り時間を考慮し

た遮蔽設計区分を設け，区分ごとの基

準線量率を満足する設計とする。◇1  

また，放射線業務従事者の立ち入る

場所の線量率は，放射性物質を内包す

る機器の遮蔽及びこれらの機器を収納

するセル又は室の遮蔽を適切に組み合

わせることによって低減する。◇1  

 

 

(５) 開口部又は配管，ダクト等の壁貫通

部は，迷路構造，遮蔽材を設置する等

処理をして放射線を遮蔽する設計とす

る。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 生体遮蔽は，主に一次遮蔽，二次遮

蔽，中央制御室遮蔽及び緊急時対策所遮

蔽から構成し，想定する通常運転時，運

転時の異常な過渡変化時，設計基準事故

時及び重大事故等時に対し，地震時及び

地震後においても，発電所周辺の空間線

量率の低減及び放射線業務従事者等の放

射線障害防止のために，遮蔽性を維持す

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遮蔽設計は，実効線量が 1.3 mSv/3 月

間を超えるおそれがある区域を管理区域

としたうえで，日本電気協会「原子力発

電所放射線遮へい設計規程（ＪＥＡＣ４

６１５）」の通常運転時の遮蔽設計に基

づく設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 生体遮蔽に開口部又は配管その他の貫

通部があるものにあっては，必要に応じ

て次の放射線漏えい防止措置を講じた設

計とするとともに，自重，附加荷重及び

熱応力に耐える設計とする。 

 ・開口部を設ける場合，人が容易に接

近できないような場所（通路の行き

止まり部，高所等）への開口部設置 

 ・貫通部に対する遮蔽補強（スリーブ

と配管との間隙への遮蔽材の充てん

等） 

 ・線源機器と貫通孔との位置関係によ

り，貫通孔から線源機器が直視でき

ない措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-1(P1 から) 

 

④-2(P4，5 から) 

 

 

④-3(P5 から) 

 

 

 

 

 

 

④-4(P5 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉は，技術基準規則の解釈において，日

本電気協会「原子力発電所放射線遮へい設計

規程」（JEAC4615-2008）を適用する要求が

あるが，再処理施設においては，同様の要求

がないため。 

【許可からの変更点】 

対象の明確化。 

【許可からの変更点】 

「配管，ダクト等」は，貫通部の例示であり，

具体は添付書類で示すことから，記載しない。 【許可からの変更点】 

技術基準規則の要求事項から，開

口部及び貫通部があるものについ

て対象を明確化。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

自重，附加荷重及び熱

応力に関する記載は，

発電炉の技術基準規則

の要求であるが，再処

理施設には同様の要求

がない。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の事業指定基準規則に対応し，管

理区域を区分し，基準線量率を満足する設計

とする旨を記載。 

【許可からの変更点】 

MOX 燃料加工施設の記載と横並びを図り，

開口部及び貫通部について，線源を直接見

通さない場所に設置することを追加。 
【許可からの変更点】 

遮蔽設計において，通路等，作業場所に限ら

ず放射線業務従事者の立入頻度及び立入時間

を考慮しているため，基本設計方針において

「作業場所への」を削除し，適正化した。 

【許可からの変更点】 

MOX 燃料加工施設の記載と横並びを図り，管

理区域を適切に区分することを追加。 

【許可からの変更点】 

技術基準規則の要求事項から，放射

線漏えい防止措置の記載を明確化。 

【許可からの変更点】 

MOX 燃料加工施設の記載と横並

びを図り，記載を適正化。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

高所等は線源を直接見通

さないような場所への設

置に当たると考えている

ことから記載しない。 

【「等」の解説】 

「迷路構造，遮蔽材を設置する等」

を指す内容には，屈曲構造，スクリ

ューダクト等も含まれ，詳細は添付

書類にて説明することから，事業変

更許可の記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

発電炉の記載構成を考慮し，遮蔽設備の構

成を記載。 
（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

地震においても機能を維持する記載は他条

文「第六条 地震による損傷の防止」に

て記載。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

制御室及び緊急時対策所の遮蔽は，「第二十

三条 制御室等」，「第四十八条 制御室」

及び「第五十条 緊急時対策所」にて記載。 

【許可からの変更点】 

主語の明確化。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

遮蔽設備を設ける方針は同様で

あるが，再処理施設の特徴であ

る，取り扱う放射性物質の種

類，量及びその移動を考慮し，

各遮蔽設備を組み合わせること

を基本設計方針に記載。 【許可からの変更点】 

遮蔽効果のある機器，洞道，セル及び建屋が

遮蔽設備であることを明確化 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の外部遮蔽を廃

棄物管理施設と共用することについて，当社

特有の記載であるため。 
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e. 遮蔽設計に当たっては，遮蔽計算

に用いる線源，遮蔽材の形状及び材

質，計算誤差等を考慮し，十分な安

全余裕を見込む。また，遮蔽計算に

おいては，許認可において使用実績

があり，信頼性のある計算コードを

使用する。⑦-1，⑦-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅴ) 遮蔽設計に用いる線源は，最大処理

能力，最大貯蔵量，工程内で核種の組

成や濃度が変化するといった再処理施

設の特徴を考慮し，【□2 】遮蔽設計上

厳しい条件を設定する。⑦-1 

また，遮蔽計算においては，信頼性

のある計算コードを用いて計算すると

ともに，遮蔽材の形状及び材質並びに

計算誤差等を考慮し，十分な安全余裕

を見込む設計とする。⑦-2 

 

 

(ⅵ) 放射線業務従事者の立入場所におけ

る線量を合理的に達成できる限り低

減できるように，放射線業務従事者

の作業性等を考慮して，遮蔽，機器

の配置，放射性物質の漏えい防止，

換気等，所要の放射線防護上の措置

を合理的に達成可能な限り講ずる。

③-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅶ) 運転時の異常な過渡変化時又は設計

基準事故時において，再処理施設の状

態の監視及び必要な操作を行う制御室

は，運転員がその場にとどまっても過

度の被ばくを受けない設計とする。□3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (６) 遮蔽設計に用いる線源は，最大再

処理能力，最大貯蔵量，工程内で核種

の組成や濃度が変化するといった再処

理施設の特徴を考慮し，遮蔽設計上厳

しい条件を設定する。◇1  

また，遮蔽計算においては，信頼性

のある計算コードを用いて計算すると

ともに，遮蔽材の形状及び材質並びに

計算誤差等を考慮し，十分な安全余裕

を見込む設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７) 再処理施設は，設計基準事故時にお

いても，敷地周辺の公衆に対して著し

い放射線被ばくのリスクを与えないよ

うにする。◇8  

 

 

 

(８) 運転時の異常な過渡変化時又は設計

基準事故時において，再処理施設の状

態の監視及び必要な操作を行う制御室

は，運転員がその場にとどまっても過

度の被ばくを受けない設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（格納容器圧力逃し装置に係る内容は，
東海第二特有の記載であるため，省略す
る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③-2(P1 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「計算誤差等」については，計算

に係る諸条件を包括した表記であ

ることから，添付書類にて示し，

当該箇所では事業変更許可の記載

を用いる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の事業指定基準規則に対応し，

遮蔽設計に用いる線源及び遮蔽計算に係る

方針を記載。 

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業指定基準規則の要求は，

ALARA の考えの下，所要の放射線防護措置

を講ずる設計とすることであるため，記載

を適正化 

【許可からの変更点】 

MOX 燃料加工施設の記載と横並

びを図り，記載を適正化。 
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ト．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び

設備 

(３) 固体廃棄物の廃棄施設 

(ⅰ) 構 造 

 

（中略） 

 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，再

処理施設から発生する低レベル廃棄物

を貯蔵するとともに，ＭＯＸ燃料加工

施設及び廃棄物管理施設から発生し容

器に詰められた雑固体を貯蔵する設計

とする。そのため，低レベル固体廃棄

物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵

系をＭＯＸ燃料加工施設と共用し，第

２低レベル廃棄物貯蔵系の一部を廃棄

物管理施設と共用するとともに，

【□4 】第２低レベル廃棄物貯蔵系の一

部を収納する第２低レベル廃棄物貯蔵

建屋の一部は，遮蔽として廃棄物管理

施設と共用する。【④-3】共用によっ

て再処理施設の安全性を損なわない設

計とする。④-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 遮蔽設計区分 

遮蔽設計区分は，放射線業務従事者及

び管理区域に一時的に立ち入る者（以下

「放射線業務従事者等」という。）の立

ち入り頻度，立ち入り時間を考慮して５

段階に区分するとともに，放射線業務従

事者の被ばく低減に留意した設計基準線

量率を定める。◇2  

 

区    分 
基準線量

率 

管理区

域外 

Ⅰ1: 管理区域

外 

≦ 2.6μ

Sv/h 

管理区

域内 

Ⅰ2: 週48時間

以内しか立ち入

らないところ 

≦  10μ

Sv/h 

Ⅰ3: 週10時間

程度しか立ち入

らないところ 

≦  50μ

Sv/h 

Ⅰ4: 週１時間

程度しか立ち入

らないところ 

≦ 500μ

Sv/h 

Ⅰ5: 通常は立

ち入らないとこ

ろ 

＞ 500μ

Sv/h 

（注）上表区分欄に示す時間は，毎週必

ず立ち入る時間を示すものではな

く，立ち入りに対する制限は線量

率，作業に要する時間及び個人の

線量を考慮して決定する。◇2  

 遮蔽設計区分図を第1.3－１図～第1.3

－102図に示す。◇2  

 

1.3.3 遮蔽の分類 

再処理施設には，敷地周辺の公衆及び

放射線業務従事者等の被ばくを低減する

ため【◇1 】以下の遮蔽を設ける。④-2 

(１) セル遮蔽 ④-2 

セル遮蔽は，セル，貯蔵室等を構成

する構築物であり，セル内，貯蔵室内

等の放射性物質を内包する機器等から

の放射線を低減するためのもので，主

要部はコンクリート壁等の遮蔽体で構

成する。◇2  

(２) 補助遮蔽 ④-2 

補助遮蔽は，設備，機器周りの遮蔽

で放射性物質を内包する機器等からの

放射線を低減するためのもので，コン

クリート壁，水，鉛板，鉄板等の遮蔽

体で構成する。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-3 (P2 へ) 

 

④-4 (P2 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-2 (P2 へ) 

④-2 (P2 へ) 

 

 

 

 

 

 

④-2 (P2 へ) 
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(３) 外部遮蔽 ④-2 

外部遮蔽は，建物外壁等を構成する

構築物であり，建物又は施設の外側及

び周辺監視区域外への放射線を低減す

るためのもので，主要部はコンクリー

ト壁等の遮蔽体で構成する。◇2  

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の外部

遮蔽は，廃棄物管理施設と共用する。

④-3 

共用する第２低レベル廃棄物貯蔵建

屋の外部遮蔽は，廃棄物管理施設から

受け入れる雑固体が再処理施設から発

生する雑固体と表面線量当量率が同等

であることを確認して保管廃棄する設

計とすることで，共用によって再処理

施設の安全性を損なわない設計とす

る。④-4 

また，以上の遮蔽のほかに，機器及

び設備の補修等のために一時的に使用

する一時的遮蔽として，コンクリート

ブロック，鉛板，鉄板等からなる遮蔽

体を必要に応じて使用する。◇9  

再処理施設の遮蔽の主要設備の仕様

を第1.3－１表に示す。◇3  

 

1.3.4 遮蔽設計に用いる線源 

  遮蔽設計に用いる線源は，以下のと

おり設定する。◇2  

(１) 遮蔽設計に用いる設計用燃料仕様 

再処理施設の各施設における遮蔽設

計に用いる設計用燃料仕様を第1.7.8

－１表に示すとおり設定する。また，

製品貯蔵施設等での娘核種のビルドア

ップを考慮した設計とする。◇2  

 (２) 遮蔽設計に用いる線源強度 

ａ．ガンマ線の遮蔽設計に用いる線源強

度及びエネルギスペクトルは，設備，

機器等の最大放射能量を考慮するとと

もに，遮蔽設計に用いる設計用燃料仕

様に基づき，ＯＲＩＧＥＮ２コードに

より算出される核種組成を基準に，工

程内での組成変化，濃度変化等を考慮

し，遮蔽設計上厳しい評価結果を与え

るように設定する。◇2  

ｂ．中性子線の遮蔽設計に用いる線源強

度は，設備，機器等の最大放射能量を

考慮するとともに，遮蔽設計に用いる

設計用燃料仕様に基づき，ＯＲＩＧＥ

Ｎ２コードにより算出されるアクチノ

イド及びその娘核種の工程内での組成

変化，濃度変化等を考慮して中性子発

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-2 (P2 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

④-3 (P2 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

④-4 (P2 へ) 
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生数を設定し，遮蔽設計上厳しい評価

結果を与えるように設定する。また，

中性子線エネルギスペクトルは，遮蔽

設計上厳しい評価結果を与えるように

キュリウム－242による（α，ｎ）反

応で生成する中性子線のエネルギスペ

クトルとする。ただし，プルトニウム

精製設備からウラン・プルトニウム混

合酸化物貯蔵設備までは，プルトニウ

ム－239の（ｎ，ｆ）反応により生成

する中性子線のエネルギスペクトルと

する。◇2  

ｃ．使用済燃料を収納した使用済燃料輸

送容器（以下「キャスク」という。）

を取り扱う工程での遮蔽設計に用いる

線源強度は，キャスク表面から１ｍ離

れた位置での線量当量率を100μＳｖ

／ｈとし，また，エネルギスペクトル

は，遮蔽設計上厳しい評価結果を与え

るようにキャスクから放出される放射

線エネルギのうち高エネルギの７Ｍｅ

Ｖ単一ガンマ線として設定する。◇2  

ｄ．原子炉施設から使用済燃料集合体等

とともに持ち込まれる腐食生成物質を

取り扱う工程での遮蔽設計に用いる線

源強度は，原子炉施設の実績等に基づ

いて設定し，また，エネルギスペクト

ルは，遮蔽設計上厳しい評価結果を与

えるようにコバルト－60を代表核種と

して設定する。◇2  

(３) 遮蔽設計に用いる線源の核種組成 

再処理施設は，ウラン及びプルトニ

ウムと核分裂生成物質等を分離する施

設であるので，再処理工程内における

放射性物質の組成は領域ごとに異な

る。◇2  

遮蔽設計においては，線源の組成が

大きく寄与することから，再処理工程

内での放射性物質の挙動を考慮し，第

1.3－103図に示す核種組成の領域及び

第1.3－２表に示す核種組成を基に遮

蔽設計に用いる線源の核種組成を設定

する。◇2  

ここで，分離設備下流のウラン精製

設備，プルトニウム精製設備を含むＳ

５領域の組成をルテニウム，ロジウム

で代表させているが，これは，分離設

備出口以降の工程では，核分裂生成物

質のうちルテニウム，ロジウム及び気

体状の核分裂生成物質を除くもの（以

下「その他のＦＰ」という。）のガン
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マ線エネルギスペクトルへの影響が，

ルテニウム，ロジウムに比べて無視で

きる程度であることを表している。分

離設備における抽出特性の差異から，

分離設備出口以降ではルテニウム，ロ

ジウムのその他のＦＰ核種に対する割

合は増加する。ルテニウム，ロジウム

とその他のＦＰを加えた全てのアルフ

ァ線を放出しない核種及びルテニウ

ム，ロジウムに対して報告されている

知見等から，ルテニウム，ロジウムの

その他のＦＰに対する相対的な割合は

分離設備入口に比べて約24倍以上に増

加する。こうした場合，全てのガンマ

線源核種をルテニウム，ロジウムと考

えても，単位線源強度当たりの線量当

量率は同じと見なせ，遮蔽設計用燃料

仕様の持つ安全余裕等を考慮すると，

あらゆる遮蔽厚さに対する線源条件と

して，安全余裕は確保される。そこ

で，分離設備下流のウラン精製設備，

プルトニウム精製設備を含む領域を統

合し，線源組成として100％（Ｒｕ，

Ｒｈ) を設定する。◇2  

 

 

1.9.3 遮蔽等 

（遮蔽等） 

第三条 安全機能を有する施設

は、運転時及び停止時において

再処理施設からの直接線及びス

カイシャイン線による工場等周

辺の線量が十分に低減できるよ

う、遮蔽その他適切な措置を講

じたものでなければならない。 

２ 安全機能を有する施設は、工場

等内における放射線障害を防止す

る必要がある場合には、次に掲げ

るものでなければならない。 

一 管理区域その他工場等内の人

が立ち入る場所における線量を

低減できるよう、遮蔽その他適

切な措置を講じたものとするこ

と。 

二 放射線業務従事者が運転時の

異常な過渡変化時及び設計基準

事故時において、迅速な対応を

するために必要な操作ができる

ものとすること。 
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適合のための設計方針 

第１項について 

安全機能を有する施設は，再処理施設

からの直接線及びスカイシャイン線によ

る公衆の線量が，運転時及び停止時にお

いて合理的に達成できる限り低減できる

よう再処理施設の配置を考慮した遮蔽設

計を行う。◇2  

 

第２項について 

安全機能を有する施設は，工場等内に

おける放射線障害を防止する必要がある

場合には，次の方針に基づき遮蔽設計を

行う。◇1  

 

第一号について 

安全機能を有する施設は，放射線業務

従事者の外部放射線による放射線障害を

防止できるように，以下のような放射線

防護上の措置を講ずる。◇1  

(１) 遮  蔽 

安全機能を有する施設は，外部放射

線による放射線障害を防止するため，

遮蔽設計区分を設け，各区分に定める

基準線量率を満足するよう遮蔽設計を

行う。また，開口部又は配管，ダクト

等の壁貫通部に対しては，迷路構造，

遮蔽材を設置する等の処理をして放射

線を遮蔽する設計とする。◇1  

遮蔽設計に当たっては，遮蔽計算に

用いる遮蔽材の形状，材質等を考慮

し，最も厳しい評価結果となるよう計

算する。◇1  

管理区域は，外部放射線に係る線量

率の高低，空気中の放射性物質の濃度

又は床，壁及び天井の表面の放射性物

質の密度に起因する汚染の高低等を勘

案して区分する。◇9   

(２) 換気設備 

換気設備は，汚染のおそれのある区

域を，清浄区域より負圧に維持できる

ようにするとともに，汚染の程度の低

い区域から汚染の程度のより高い区域

に向かって空気を流し，汚染の拡大を

防止する設計とする。◇4 ◇5  

(３) 放射性物質の漏えい防止 

安全機能を有する施設は，放射性物

質を限定した区域に閉じ込め，放射性

物質の漏えいを防止する設計とする。

◇5  
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(４) その他 

せん断機，溶解槽等の機器は，セル

内に収納し，放射性物質を限定した区

域に閉じ込めるとともに，セル遮蔽に

より機器等からの放射線を低減する設

計とする。◇1 ◇5  

再処理施設の運転の監視及び制御に

必要な表示及び操作装置は，中央制御

室に配置し，また，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設等の運転の監視及

び制御に必要な表示及び操作装置は，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室

に設置することにより，集中的に監視

及び制御ができる設計とする。◇7  

 

第二号について 

安全機能を有する施設は，運転時の異

常な過渡変化時及び設計基準事故時にお

いて，放射線業務従事者が，必要な操作

及び措置ができる遮蔽設計及び換気設計

とする。◇4 ◇6  

 

添付書類六の下記項目参照 

1.3 放射線の遮蔽に関する設計 

1.4 使用済燃料等の閉じ込めに関す

る設計 

6.  計測制御系統施設 

7.  放射性廃棄物の廃棄施設 

添付書類七の下記項目参照 

2.2 管理区域の管理 

5. 平常時における公衆の線量評価 
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第 1.3－１表 遮蔽の主要設備の仕様◇3  

 

(１) 使用済燃料輸送容器管理建屋＊ 

 セル遮蔽(除染室)  厚さ 約 0.9ｍ

以上 

         材料 コンクリート 

外部遮蔽    厚さ 約 1.0ｍ以上 

         材料 コンクリート 

(２) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋＊ 

セル遮蔽(燃料貯蔵プール) 

厚さ 約 1.5ｍ以上 

         材料 コンクリート 

補助遮蔽(燃料貯蔵プール) 

水深 約 6.9ｍ 

         材料 水 

外部遮蔽    厚さ 約 1.0ｍ以上 

         材料 コンクリート 

(３) 前処理建屋 

セル遮蔽(清澄機セル) 

 厚さ 約 1.4ｍ以上 

                  材料 コンクリート 

セル遮蔽(溶解槽セル) 

厚さ 約 1.1ｍ以上 

       材料 重量コンクリート 

外部遮蔽    厚さ 約 1.0ｍ以上 

         材料 コンクリート 

(４) 分離建屋 

セル遮蔽(高レベル廃液濃縮缶セル) 

         厚さ 約 1.6ｍ以上 

         材料 コンクリート 

外部遮蔽    厚さ 約 1.0ｍ以上 

         材料 コンクリート 

(５) 精製建屋 

セル遮蔽(第２酸回収蒸発缶セル) 

厚さ 約 0.9ｍ以上 

         材料 コンクリート 

外部遮蔽    厚さ 約 1.0ｍ以上 

         材料 コンクリート 

(６) ウラン脱硝建屋 

セル遮蔽(硝酸ウラニル貯蔵室) 

厚さ  約 0.3ｍ以上 

         材料 コンクリート 

外部遮蔽    厚さ 約 1.0ｍ以上 

         材料 コンクリート 

(７) ウラン・プルトニウム混合脱硝建 

   屋 

セル遮蔽(硝酸プルトニウム貯槽セル) 

         厚さ 約 0.8ｍ以上 

         材料 コンクリート 

外部遮蔽   厚さ 約 1.0ｍ以上 

         材料 コンクリート 
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(８) ウラン酸化物貯蔵建屋 

セル遮蔽(貯蔵室)  厚さ 約 0.5ｍ

以上 

         材料 コンクリート 

外部遮蔽    厚さ 約 1.0ｍ以上 

         材料 コンクリート 

(９) ウラン・プルトニウム混合酸化物

貯蔵建屋 

セル遮蔽(貯蔵室)厚さ 約 0.5ｍ以上 

         材料 コンクリート 

外部遮蔽    厚さ 約 1.0ｍ以上 

         材料 コンクリート 

(10) 高レベル廃液ガラス固化建屋 

セル遮蔽(高レベル濃縮廃液貯槽セル) 

         厚さ 約 1.5ｍ以上 

         材料 コンクリート 

セル遮蔽(固化セル) 厚さ 約 1.3ｍ

以上 

         材料 コンクリート 

セル遮蔽(貯蔵区域) 

厚さ コンクリート約 1.4ｍ以上 

     ＋鉄板約 4cm(天井及び床） 

     材料 コンクリート，鉄 

外部遮蔽    厚さ 約 1.0ｍ以上 

         材料 コンクリート 

(11) 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

 第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟 

セル遮蔽(貯蔵区域) 

  厚さ コンクリート約 1.7ｍ以上 

     ＋鉄板約 4cm(天井及び床） 

     材料 コンクリート，鉄 

外部遮蔽      厚さ 約 0.2ｍ以上 

            材料 コンクリート 

 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟 

セル遮蔽(貯蔵区域) 

 厚さ コンクリート約 1.7ｍ以上 

      ＋鉄板約 4cm(天井） 

   材料 コンクリート，鉄 

外部遮蔽      厚さ 約 0.2ｍ以上 

          材料 コンクリート 

(12) 低レベル廃液処理建屋 

セル遮蔽(第１低レベル第２廃液受槽

室) 

         厚さ 約 0.6ｍ以上 

         材料 コンクリート 

外部遮蔽    厚さ 約 1.0ｍ以上 

          材料 コンクリート 

(13) 低レベル廃棄物処理建屋 

セル遮蔽(第１廃棄物取扱室) 

  厚さ 約 0.9ｍ以上 

          材料 コンクリート 
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外部遮蔽     厚さ 約 1.0ｍ以上 

          材料 コンクリート 

(14) チャンネル ボックス・バーナブ

ル ポイズン処理建屋 

セル遮蔽(貯蔵室)厚さ 約 1.4ｍ以上 

         材料 コンクリート 

外部遮蔽    厚さ 約 1.0ｍ以上 

         材料 コンクリート 

(15) ハル・エンド ピース貯蔵建屋 

セル遮蔽(貯蔵プール) 

厚さ 約 1.5ｍ以上 

         材料 コンクリート 

補助遮蔽(貯蔵プール) 

水深 約 1.5ｍ以上 

         材料 水 

外部遮蔽    厚さ 約 1.0ｍ以上 

         材料 コンクリート 

(16) 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋＊ 

外部遮蔽 厚さ 約 0.5ｍ以上(天井) 

  約 0.5ｍ以上及び約 0.7ｍ以上(側壁） 

              材料 コンクリート 

(17) 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋＊ 

外部遮蔽（廃棄物管理施設と共用） 

            厚さ 約 1.0ｍ以上 

         材料 コンクリート 

(18) 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋＊ 

 外部遮蔽 厚さ 約 0.5ｍ以上(天井) 

 約 0.5ｍ以上及び約 0.7ｍ以上(側壁) 

        材料 コンクリート 

(19) 分析建屋 

セル遮蔽(回収槽セル)   

厚さ コンクリート約 0.7ｍ以上 

      ＋鉄板約 19 ㎝(天井) 

   コンクリート約 1.0ｍ以上(側壁) 

   材料 コンクリート，鉄 

外部遮蔽    厚さ 約 1.0ｍ以上 

         材料 コンクリート 

注）＊印の建物の遮蔽は，使用済燃料の

受入れ及び貯蔵に係る設備である。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第２７条 （遮蔽）（13 / 14） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
第 1.3－２表 核種組成表◇2  

 

領 域 線 源 組 成 (注) 

Ｓ０ 

 

Ｓ１ 

 

Ｓ２ 

 

 

Ｓ３ 

 

 

Ｓ４ 

 

 

Ｓ５ 

 

Ｓ７ 

 

 

 

Ｓ８ 

 

 

 

 

Ｓ９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ１０ 

 

 

 

 

 

Ｓ１１ 

 

 

 

 

 

 

ＦＰ＋ＡＰ＋アクチノイド 

 

ＦＰ＋アクチノイド 

 

ＡＰ＋0.5 ％ＦＰ＊１＋5.1 ％

（Ｒｕ，Ｒｈ） 

 

構造材 2ｋｇ中のＡＰ＋51％

（Ｒｕ，Ｒｈ） 

 

ＦＰ（気体状のＦＰを除く）

＋アクチノイド 

 

Ｒｕ，Ｒｈ 

 

Ｐｕ＋Ｐｕ１ｇ当たり4.44×1

0５Bq（Ｒｕ，Ｒｈ) 

＋5,000ppm ２４１Ａｍ／Ｐｕ 

 

Ｕ＋（Ｕ１ｇ当たりＰｕ及び

Ｎｐそれぞれ7,500 αdpm） 

＋Ｕ１ｇ当たり1.85×10４Bq

（Ｒｕ，Ｒｈ） 

 

精製後１年を経過したＰｕ＊２ 

＋Ｐｕ１ｇ当たり4.44×10５Bq

（Ｒｕ，Ｒｈ） 

＋精製後１年を経過したＵ＊３ 

＋（Ｕ１ｇ当たりＰｕ及びＮ

ｐそれぞれ7,500 αdpm） 

＋Ｕ１ｇ当たり1.85×10４Bq

（Ｒｕ，Ｒｈ) 

 

精製後１年を経過したＵ＊３ 

＋（Ｕ１ｇ当たりＰｕ及びＮ

ｐそれぞれ7,500 αdpm） 

＋Ｕ１ｇ当たり1.85×10４Bq

（Ｒｕ，Ｒｈ） 

 

遮蔽設計上最も厳しくなる貯

蔵期間を経過したＰｕ＊２ 

＋Ｐｕ１ｇ当たり4.44×10５Bq

（Ｒｕ，Ｒｈ） 

＋遮蔽設計上最も厳しくなる

貯蔵期間を経過したＵ＊３ 

＋（Ｕ１ｇ当たりＰｕ及びＮ
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第２７条 （遮蔽）（14 / 14） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

Ｓ１２ 

 

 

ｐそれぞれ7,500 αdpm） 

＋Ｕ１ｇ当たり1.85×10４Bq

（Ｒｕ，Ｒｈ） 

 

遮蔽設計上最も厳しくなる貯

蔵期間を経過したＵ＊３ 

＋（Ｕ１ｇ当たりＰｕ及びＮ

ｐそれぞれ7,500 αdpm） 

＋Ｕ１ｇ当たり 1.85×10４Bq

（Ｒｕ，Ｒｈ） 

 

 ＦＰ   ：核分裂生成物質 

 ＡＰ   ：放射化生成物質 

 ＦＰ＊１：核分裂生成物質のうちＲｕ

及びＲｈを除く 

 Ｐｕ＊２：Ｐｕ及びその核壊変によっ

て生成した物質 

 Ｕ＊３ ：Ｕ及びその核壊変によって

生成した物質 

 

（注）線源組成は，ＯＲＩＧＥＮ２コー

ドにより求められた単位質量当たり

の各核種の量を表中の分類に従って

合成することにより得られる。 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第二十七条（遮蔽） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

① 遮蔽設計の基本的な考え方 
技術基準の要求を受けている内容

であるため記載。 

１項 

２項 
－ b 

② 

再処理施設からの直接線及び

スカイシャイン線に対する設

計方針 

技術基準の要求を受けている内容

であるため記載。 
１項 － a,b,h 

③ 
放射線業務従事者の被ばく線

量の低減に関する設計方針 

技術基準の要求を受けている内容

であるため記載。 

２項 

(10条) 

(23条) 

(28条) 

－ b 

④ 
遮蔽設備の構成に関する設計

方針 

技術基準の要求を受けている内容

であるため記載。 

１項 

２項 
－ b,d 

⑤ 

遮蔽設計区分の設定と区分ご

との基準線量率に関する設計

方針 

技術基準の要求を受けている内容

であるため記載。 
２項 － a,b,h 

⑥ 

遮蔽設備に開口部又は貫通部

を設置する場合の措置に関す

る設計方針 

技術基準の要求を受けている内容

であるため記載。 
２項 － b,h 

⑦ 

遮蔽設計に用いる線源，遮蔽計

算の方法及び使用する計算コ

ードに関する設計方針 

技術基準の要求を受けている内容

であるため記載。 

１項 

２項 
－ b 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  遮蔽設備の仕様 
遮蔽設備の具体的な仕様は仕様表に記載するため，記載

しない。 
a 

□2  添付書類記載事項 
添付書類Ⅱ「放射線による被ばくの防止に関する説明書」

で詳細を記載するため，記載しない。 
b 

□3  制御室 
制御室の居住性に係る設計については第 23 条「制御室

等」の基本設計方針で記載する。 
f 

□4  保管廃棄施設 
保管廃棄施設に係る設計については，第 25条「保管廃棄

施設」の基本設計方針で記載する。 
g 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）と内容が重複する

ため，記載しない。 
－ 

◇2  添付書類記載事項 
添付書類Ⅱ「放射線による被ばくの防止に関する説明書」

で詳細を記載するため，記載しない。 
b 

◇3  設備仕様の仕様 仕様表にて記載する。 a 

◇4  換気設備 換気設備に係る設計については第 28条「換気設備」の基 g 

1744



設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

別紙１② 

本設計方針で記載する。 

◇5  放射性物質の漏えい防止 
放射性物質の漏えい防止に係る設計については第 10 条

「閉じ込めの機能」の基本設計方針で記載する。 
c 

◇6  安全機能を有する施設 

安全機能を有する施設において，運転時の異常な過渡変

化及び設計基準事故時に必要な操作及び措置を可能とす

る設計については第 16条「安全機能を有する施設」の基

本設計方針で記載する。 

－ 

◇7  制御室 
制御室の機能に係る設計については第 23条「制御室等」

の基本設計方針で記載する。 
e 

◇8  

設計基準事故時における公衆

に著しい被ばくのリスクを与

えない方針 

設計基準事故時の公衆の線量評価については，許可で示

しており，設工認においてはその詳細を展開しないため，

基本設計方針に記載しない。 

－ 

◇9  運用に係る放射線防護措置 
管理区域の区域管理又は作業管理の一環として保安規定

に定めて管理する事項であるため，記載しない。 
－ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 仕様表(設計条件及び仕様) 

b Ⅱ 放射線による被ばくの防止に関する説明書 

c Ⅵ-1-1-2 閉じ込めの機能に関する説明書 

d 
Ⅳ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関

する説明書 

e Ⅵ-1-5-1 制御室及び緊急時対策所の機能に関する説明書 

f Ⅵ-1-5-2 制御室及び緊急時対策所の居住性に関する説明書 

g Ⅵ-1-6 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 

h 
Ⅵ-2-2 平面図及び断面図 

Ⅵ-2-5 構造図 

 

1745



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第28条：換気設備 

1746



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十八条 （換気設備）（1 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（換気設備） 

第二十八条 再処理施設内の使用済燃

料等により汚染された空気による放射

線障害を防止する必要がある場所に

は、次に掲げるところにより換気設備

が設けられていなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 個別項目 

5. 放射性廃棄物の廃棄施設 

5.1 気体廃棄物の廃棄施設 

5.1.4 換気設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

換気設備は，使用済燃料輸送容器管

理建屋換気設備，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気設備，前処理建屋換気設

備，分離建屋換気設備，精製建屋換気

設備，ウラン脱硝建屋換気設備，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設

備，ウラン・プルトニウム混合酸化物

貯蔵建屋換気設備，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋換気設備，第１ガラス固化

体貯蔵建屋換気設備，低レベル廃液処

理建屋換気設備，低レベル廃棄物処理

建屋換気設備，ハル・エンドピース貯

蔵建屋換気設備，チャンネルボック

ス・バーナブルポイズン処理建屋換気

設備，分析建屋換気設備，北換気筒

（使用済燃料輸送容器管理建屋換気

筒，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒並びにハル・エンドピース及び第１

ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）及び低

レベル廃棄物処理建屋換気筒で構成し,

北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋

換気筒以外は，各建屋に収納する設計

とする。①-1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
四、再処理施設の位置，構造及び設備

並びに再処理の方法 

Ａ．再処理施設の位置，構造及び設備 

ト．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及

び設備 

(１) 気体廃棄物の廃棄施設 

(ⅰ) 構 造 

(ａ) 設計基準対象の施設 

気体廃棄物の廃棄施設は，せん断処理

施設のせん断処理設備及び溶解施設の

溶解設備から発生する放射性気体廃棄

物を処理するせん断処理・溶解廃ガス

処理設備，各施設の放射性物質を収納

する塔槽類から発生する放射性気体廃

棄物を処理する塔槽類廃ガス処理設

備，高レベル廃液ガラス固化設備から

発生する放射性気体廃棄物を処理する

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備，【□1 】汚染のおそれのある区域を

換気する換気設備【①-1】並びに主排

気筒で構成する。□1  

せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，

前処理建屋に収納する。□1  

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設

備は，高レベル廃液ガラス固化建屋に

収納する。□1  

前処理建屋の主要構造は，「ニ．

(１)(ⅰ) 構造」に示す。□3  

高レベル廃液ガラス固化建屋の主要構

造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨

鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）で，

地上２階，地下４階，建築面積約5,100

ｍ２の建物である。□1  

主排気筒は，高さ約150ｍ，面積約

1,600ｍ２の構築物である。□1  

高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置

概要図を第121図から第129図に示す。

□3  

なお，塔槽類廃ガス処理設備及び

【□1 】換気設備は，各建屋に収納す

る。①-2 

 

 

1.4 使用済燃料等の閉じ込めに関する設

計 

(６) 安全機能を有する施設の閉じ込め

は，取り扱う放射性物質の種類及び性状

（気体，液体及び固体）に応じて設計す

る。◇9  

ｄ．放射性廃棄物の廃棄施設 

(ａ) 気体廃棄物の廃棄施設 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備，高レ

ベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備及び

塔槽類廃ガス処理設備の放射性物質を内

包する系統及び機器は，腐食し難い材料

を用いるとともに，漏えいし難い構造と

し，気体状の放射性物質の漏えいの拡大

を防止し安全に処置できる設計とする。

また，これらの設備は気体状の放射性物

質の漏えい及び逆流を防止する設計とす

る。◇9   
換気設備は，汚染のおそれのある区域を

清浄区域より負圧に維持できる設計と

し，汚染の程度の低い区域から高い区域

に空気を流すことのできる設計とする。

◇2  

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

7.1 概 要 

放射性廃棄物の廃棄施設は，再処理施設

の運転中及び停止中に生じる放射性廃棄

物を処理する施設であり，【◇1 】環境

へ放出する放射性物質を合理的に達成で

きる限り低くするとともに，【⑤-1】敷

地周辺の公衆の線量が十分に低くなるよ

う設計に際して考慮する。【◇1 】 

放射性廃棄物の廃棄施設は，次の施設で

構成する。 

気体廃棄物の廃棄施設 

液体廃棄物の廃棄施設 

固体廃棄物の廃棄施設【◇1 】 

 

7.2 気体廃棄物の廃棄施設 

7.2.1 設計基準対象の施設 

7.2.1.1 概 要 

気体廃棄物の廃棄施設は，せん断処理施

設のせん断機，溶解施設の溶解槽等から

発生する放射性気体廃棄物を処理するせ

ん断処理・溶解廃ガス処理設備，各施設

の放射性物質を収容する塔槽類から発生

する放射性気体廃棄物を処理する塔槽類

廃ガス処理設備，固体廃棄物の廃棄施設

のガラス溶融炉から発生する放射性気体

廃棄物を処理する高レベル廃液ガラス固

化廃ガス処理設備，【◇1 】汚染のおそ

れのある区域を換気する換気設備

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-1(P3 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-1(P2 から) 

 

 

 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

  ：発電炉との差異の理由     ：許可からの変更点等 

   

【凡例】 

【許可からの変更点】 

基本設計方針として記載を適正化し

た。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

許可本文の汚染のおそれのある区域を具

体化して基本設計方針として記載した。 

【許可からの変更点】 

換気筒は建屋に収納されないため、記

載を適正化した。 

【許可からの変更点】 

主語を明確化した。（以下同じ。） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 放射線障害を防止するために必要

な換気能力を有するものであること。

②,③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 使用済燃料等により汚染された空

気が逆流するおそれがない構造である

こと。④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

換気設備は，通常運転時，運転時の

異常な過渡変化時及び設計基準事故時

において，放射線障害を防止するため

に，管理区域内の放射線業務従事者に

新鮮な空気を供給する設計とし、必要

な換気能力を有する設計とする。② 

換気設備は，給気系及び排気系で構

成し，汚染の程度の低い区域から汚染

の程度のより高い区域に向かって空気

を流す設計とし、給排気量を適切に設

定及び調節することにより、汚染のお

それのある区域を清浄区域より負圧に

維持するとともに，適切な換気・空調

を行う設計とする。③ 

 

 

換気設備は，排気ダクトをフランジ

又は溶接で接続する構造とし，高性能

粒子フィルタ，排風機，逆止ダンパ等

を設けて，放射性物質が漏えいし難

く，かつ逆流し難い設計とする。④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【◇2 】及び主排気筒で構成する。◇1  

気体廃棄物の廃棄施設系統概要図を第

7.2－１図に示す。◇3  

 

7.2.1.5 換気設備 

7.2.1.5.1 概 要 

換気設備は，各建屋の換気・空調，排気

の浄化及び空気汚染の拡大防止を行うも

のであり，使用済燃料輸送容器管理建屋

換気設備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気設備，前処理建屋換気設備，分離建

屋換気設備，精製建屋換気設備，ウラン

脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋換気設備，ウラン・プル

トニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備，

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備，

第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備，低

レベル廃液処理建屋換気設備，低レベル

廃棄物処理建屋換気設備，ハル・エンド

ピース貯蔵建屋換気設備，チャンネルボ

ックス・バーナブルポイズン処理建屋換

気設備，分析建屋換気設備，北換気筒

（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒並び

にハル・エンドピース及び第１ガラス固

化体貯蔵建屋換気筒）及び低レベル廃棄

物処理建屋換気筒で構成する。【①-1】

分析建屋換気設備の一部は，六ヶ所保障

措置分析所と共用し，北換気筒の支持構

造物は，廃棄物管理施設と共用する。

◇2  

換気設備の系統概要図を第7.2－18図に

示す。◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 換気設備 

 

通常運転時，運転時の異常な過渡変

化時及び設計基準事故時において，放

射線障害を防止するため，発電所従業

員に新鮮な空気を送るとともに，空気

中の放射性物質の除去・低減が可能な

換気設備を設ける。 

換気設備は，放射性物質による汚染

の可能性からみて区域を分け，それぞ

れ別系統とし，清浄区域に新鮮な空気

を供給して，汚染の可能性のある区域

に向って流れるようにし，排気は適切

なフィルタを通して行う。また，各換

気系統は，その容量が区域及び部屋の

必要な換気並びに除熱を十分行える設

計とする。 

 

放射性物質を内包する換気ダクト

は，溶接構造とし，耐圧試験に合格し

たものを使用することで，漏えいし難

い構造とする。また，ファン，逆流防

止用ダンパ等を設置し，逆流し難い構

造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-1(P1 へ) 

 

②（P4 から） 

 

 

 

 

 

③（P4 から） 

 

 

 

 

 

 

 

④(P3 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理技術基準により換気能力に関

する事項を記載する。 

【許可からの変更点】 

換気設備により，再処理施設の従業

員に対し著しい放射線障害のリスク

低減が可能であるため，技術基準規

則の記載を，発電炉の記載を踏まえ

て追記した。 

【「等」の解説】 

「高性能粒子フィルタ，排風機, 逆
止ダンパ等」とは逆流防止の設計に

関する系統及び機器（高性能粒子フ

ィルタ、排風機、逆止弁）の総称と

して示した記載である。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

放射性物質の漏えい防止および逆

流防止に関する具体的な設計につ

いては，本条文の適合性説明書に

おいて説明するため基本設計方針

としては記載しない。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

換気設備は，放射性物質による汚染の可

能性からみて区域を分ける設計方針は同

様だが，再処理施設の換気設備は別系統

ではなく、再処理技術基準に除熱要求は

ない。 

【許可からの変更点】 

安全上重要な系統に限定しない記載

とし、また、放射性物質が漏えいし

難く，かつ逆流し難い設計を具体的

に記載した。 
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三 ろ過装置を設ける場合にあって

は、ろ過装置の機能が適切に維持し得

るものであり、かつ、ろ過装置の使用

済燃料等による汚染の除去又はろ過装

置の取替えが容易な構造であること。

⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四 吸気口は、使用済燃料等により汚

染された空気を吸入し難いように設置

すること。⑥ 

 

換気設備は，排気量に応じて並列に

組み合わせた高性能粒子フィルタを設

置することで，周辺環境に放出される

放射性物質の量を合理的に達成できる

限り低くする設計とする。また，換気

設備の高性能粒子フィルタは，放射性

物質による汚染の除去又は取替に必要

な空間を有するとともに，取替が容易

な設計とする。⑤-1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汚染のおそれのある区域からの排気

は，主排気筒，北換気筒及び低レベル

廃棄物処理建屋換気筒の排気口から排

出する設計とする。⑥-1 

換気設備の吸気口は，放射性物質に

汚染された空気を吸入し難いように，

主排気筒，北換気筒及び低レベル廃棄

物処理建屋換気筒から十分な距離を有

し排気を直接吸入しない位置に設置す

る設計とする。⑥-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気体廃棄物の廃棄施設の排気は，放射

性物質の濃度を監視しながら【□1 】主

排気筒，北換気筒（使用済燃料輸送容

器管理建屋換気筒，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒並びにハル・エン

ドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建

屋換気筒）及び低レベル廃棄物処理建

屋換気筒の排気口から排出する。⑥-1

⑥-2 

北換気筒は，再処理施設と廃棄物管理

施設の合計４本の筒身から形成され，

【⑦-16】それらの支持構造物は，鉄塔

支持形であり，再処理施設の筒身とと

もに廃棄物管理施設の筒身も支持する

構造である。よって，支持構造物は廃

棄物管理施設と共用し，共用によって

再処理施設の安全性を損なわない設計

とする。⑨-2 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備系統

概要図を第35図に，塔槽類廃ガス処理

設備系統概要図を第36図及び第37図

に，高レベル廃液ガラス固化廃ガス処

理設備系統概要図を第38図【□1 】に，

換気設備排気系系統概要図を第39図及

び第40図に示す。□3  

 

 

 

 

 

7.2.1.5.2 設計方針 

(１) 放射性物質の放出低減 

ａ．換気設備は，汚染のおそれのある区

域からの排気を高性能粒子フィルタ等で

浄化できる設計とする。⑤-2 

ｂ．北換気筒及び低レベル廃棄物処理建

屋換気筒は，放出する気体状の放射性物

質に対し，十分な拡散効果を有する設計

とする。◇1  

(２) 閉じ込め 

換気設備は，汚染のおそれのある区域

を，清浄区域より負圧に維持できるよう

にするとともに，汚染の程度の低い区域

から汚染の程度のより高い区域に向かっ

て空気を流すことのできる設計とする。

【◇2 】また，換気設備の安全上重要な

系統は，気体状の放射性物質が漏えいし

難く，かつ，逆流し難い設計とする。④ 

(３) 単一故障 

換気設備の安全上重要な系統及び機器

は，それらを構成する動的機器に単一故

障を仮定しても，安全機能が確保できる

設計とする。◇10   
(４) 外部電源喪失 

換気設備の安全上重要な系統の排風機及

びセル内クーラは，非常用所内電源系統

に接続し，外部電源が喪失した場合でも

安全機能が確保できる設計とする。◇11  
(５) 火 災 

換気設備は，可能な限り不燃性材料又は

難燃性材料を使用し，万一の火災の発生

を想定しても火災の拡大を防止できる設

計とする。◇12  
(６) 崩壊熱除去 

換気設備により崩壊熱を除去する必要が

ある場合には，崩壊熱による過度の温度

上昇を防止するため，適切な換気を行え

る設計とする。◇9  

(７) 換気・空調 

換気設備は，各区域の換気・空調を適切

に行える設計とする。◇2  

(８) 共 用 

貯蔵容器搬送用洞道は，ＭＯＸ燃料加工

施設境界の扉解放時には，ＭＯＸ燃料加

工施設の気体廃棄物の廃棄施設により負

圧に維持する設計とし，再処理施設境界

の扉（防火戸）開放時には，ウラン・プ

ルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備

により貯蔵容器搬送用洞道を負圧に維持

する設計とすること，また，ＭＯＸ燃料

加工施設境界の扉及び再処理施設境界の

 

排出する空気を浄化するため，気体

状の放射性よう素を除去するよう素フ

ィルタ及び放射性微粒子を除去する微

粒子フィルタを設置する。 

これらのフィルタを内包するフィル

タユニットは，フィルタの取替が容易

となるよう取替えに必要な空間を有す

るとともに，必要に応じて梯子等を設

置し，取替が容易な構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸気口は，放射性物質に汚染された

空気を吸入し難いように，主排気筒及

び廃棄物処理建屋排気筒から十分離れ

た位置に設置する。 

中央制御室の換気及び冷暖房は，中

央制御室換気系空気調和機ファン，中

央制御室換気系フィルタユニット，中

央制御室換気系フィルタ系ファン等か

ら構成する中央制御室換気空調設備に

より行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-1(P1 から) 

⑤-3(P17 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④(P2 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-1 

(P17，18 から) 

 

 

 

 

 

 

⑦-16(P15 へ) 

 

 

 

 

 

⑨-2(P15 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

許可との整合であり、排気筒及び換

気筒が複数あるため記載する。 

【許可からの変更点】 

規則の記載を発電炉の記載を踏まえ

て追加した。『十分な距離』に対

し、不明確のため距離の目安を記載

した。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

排出される空気の浄化に関する設計方針は同様だが，

再処理施設の換気設備はよう素フィルタを設置してい

ない。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

中央制御室の換気及び冷暖房は、再処

理施設では第 23 条制御室等で記載する

ことから、第 28 条換気設備では記載し

ない。 

【許可からの変更点】 

浄化できることを, 周辺環境に放出

される放射性物質の量を合理的に達

成できる限り低くすると置き換えて

記載した。 

【許可からの変更点】 

規則の記載を踏まえて高性能粒子フ

ィルタの汚染の除去又は取替に関す

る記載を追加した。 
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5.1.4.1 使用済燃料輸送容器管理建屋

換気設備 

使用済燃料輸送容器管理建屋換気設

備は，使用済燃料輸送容器管理建屋給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

(ａ) 設計基準対象の施設 

(ニ) 換気設備 

排 風 量合計約280万 ｍ３／ｈ□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１） 使用済燃料輸送容器管理建屋換気

設備 

使用済燃料輸送容器管理建屋排気系 

扉（防火戸）は，同時に開放しない設計

とすることで，共用によって再処理施設

の安全性を損なわない設計とする。◇7  

六ヶ所保障措置分析所と共用する分析建

屋換気設備は，換気設備の排風機に必要

な容量を確保する設計とすることで，共

用によって再処理施設の安全性を損なわ

ない設計【⑨-1】とし，廃棄物管理施設

と共用する北換気筒の支持構造物は，廃

棄物管理施設の筒身を考慮した強度を確

保する設計とすることで，共用によって

再処理施設の安全性を損なわない設計と

する。⑨-2 

(９) 試験及び検査 

換気設備の安全上重要な系統の排風機，

高性能粒子フィルタ及びセル内ク－ラ

は，必要に応じて試験及び検査ができる

設計とする。◇13  
(10) その他 

換気設備のうち使用済燃料の受入れ及び

貯蔵に係る設備は，再処理設備本体の運

転開始に先立ち使用できる設計とする。

◇4  

 

7.2.1.5.3 主要設備の仕様 

換気設備の主要設備の仕様を第7.2－14

表～第7.2－30表に示す。◇3  

なお，換気設備のうち使用済燃料の受入

れ及び貯蔵に係る使用済燃料輸送容器管

理建屋換気設備,使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋換気設備及び北換気筒（使用済燃

料輸送容器管理建屋換気筒及び使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋換気筒）は，再処理

設備本体の運転開始に先立ち使用でき

る。◇2  

 

7.2.1.5.4 系統構成及び主要設備 

換気設備は，給気系及び排気系で構成

し，汚染の程度の低い区域から汚染の程

度のより高い区域に向かって空気を流す

設計とし，給排気量を適切に設定及び調

節することにより，汚染のおそれのある

区域を清浄区域より負圧に維持するとと

もに，適切な換気・空調を行う設計とす

る。【②,③】このため，負圧の設定値

は，汚染の程度の低い区域では－20Ｐａ

［gage］以下，汚染の程度の高い区域で

は－100Ｐａ［gage］以下とする。◇5  

 

(１) 系統構成 

ａ．使用済燃料輸送容器管理建屋換気設

備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建屋ガス処理系は非常用ガス

再循環系及び非常用ガス処理系から構

成される。非常用ガス処理系は，電気

 

 

 

 

 

 

 

⑨-1(P14 へ) 

 

 

 

⑨-2(P15 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②(P2 ヘ) 

③(P2 ヘ) 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設特有の各建屋換気設

備の記載である。（以下同じ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

原子炉建屋ガス処理系は、排気筒によ

り放射性物質を排気する基本方針は同

様であるが、発電炉特有の設備のた

め、再処理施設には該当する記載がな

い。（以下同じ） 
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気系及び使用済燃料輸送容器管理建屋

排気系で構成する。⑦-1-1 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料輸送容器管理建屋給気系

は，建屋給気ユニット及び建屋送風機

で構成し、使用済燃料輸送容器管理建

屋の除染エリア及び保守エリアの管理

区域へ外気を供給する設計とする。⑦-

1-2 

使用済燃料輸送容器管理建屋排気系

は，建屋排気フィルタユニット及び建

屋排風機で構成し，使用済燃料輸送容

器管理建屋の除染エリア及び保守エリ

アの汚染のおそれのある区域の負圧維

持，排気の浄化及び排気の北換気筒

（使用済燃料輸送容器管理建屋換気

筒）の排気口からの排出をする設計と

する。⑦-1-3 

 

 

 

 

5.1.4.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気設備 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設

備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給

気系及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

排気系で構成する。⑦-2-1 

 

 

 

 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系

は，建屋給気ユニット及び建屋送風機

で構成し，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建

屋の管理区域へ外気を供給する設計と

する。⑦-2-2 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系

は，建屋排気フィルタユニット及び建

屋排風機で構成し，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受入れ・

貯蔵管理建屋の汚染のおそれのある区

域の負圧維持，排気の浄化及び排気の

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋換気筒）の排気口からの排出をする

設計とする。⑦-2-3 

 

建屋排気フィルタユニット（高性能粒

子フィルタ１段内蔵形）５ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

建屋排風機 ２ 台□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

設備 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系 

建屋排気フィルタユニット（高性能粒

子フィルタ１段内蔵形）３ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

建屋排風機 ３ 台□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備

は，以下の系統で構成する。 

使用済燃料輸送容器管理建屋給気系 

使用済燃料輸送容器管理建屋排気系⑦-

1-1 

使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備系

統概要図を第7.2－19図に，使用済燃料

輸送容器管理建屋換気設備の主要設備の

仕様を第7.2－14表に示す。◇3  

使用済燃料輸送容器管理建屋給気系

は，使用済燃料輸送容器管理建屋の除染

エリア及び保守エリアの管理区域へ外気

を供給するため，建屋給気ユニット及び

建屋送風機で構成する。⑦-1-2 

使用済燃料輸送容器管理建屋排気系

は，使用済燃料輸送容器管理建屋の除染

エリア及び保守エリアの汚染のおそれの

ある区域の負圧維持，排気の浄化及び排

気の北換気筒（使用済燃料輸送容器管理

建屋換気筒）の排気口からの排出のた

め，建屋排気フィルタユニット及び建屋

排風機で構成する。⑦-1-3 

 

 

 

 

 

ｂ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設

備 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備

は，以下の系統で構成する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系⑦-

2-1 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備系

統概要図を第7.2－20図に，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋換気設備の主要設備の

仕様を第7.2－15表に示す。◇3  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋給気系

は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使

用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋の管理区

域へ外気を供給するため，建屋給気ユニ

ット及び建屋送風機で構成する。⑦-2-2 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系

は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使

用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋の汚染の

おそれのある区域の負圧維持，排気の浄

化及び排気の北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）の排気口からの排

出のため，建屋排気フィルタユニット及

び建屋排風機で構成する。⑦-2-3 

 

 

加熱器，粒子用高効率フィルタ，よう

素用チャコールフィルタ等を含む非常

用ガス処理系フィルタトレイン及び非

常用ガス処理系排風機等から構成さ

れ， 非常用ガス再循環系は，湿分除去

装置，電気加熱器，前置フィルタ，粒

子用高効率フィルタ， よう素用チャコ

ールフィルタ等を含む非常用ガス再循

環系フィルタトレイン及び非常用ガス

再循環系排風機等から構成される。放

射性物質の放出を伴う設計基準事故時

には非常用ガス処理系で原子炉建屋原

子炉棟内を水柱約 6 mm の負圧に保ちな

がら，原子炉格納容器から漏えいした

放射性物質を非常用ガス再循環系によ

り除去するとともに，非常用ガス処理

系を通して，更に放射性物質を除去・

低減した後，非常用ガス処理系排気筒

より放出できる設計とする。 

 

原子炉建屋原子炉棟の常用換気系

は，送風機及び排風機により，発電所

通常運転中，原子炉建屋原子炉棟内の

換気を行い，原子炉建屋原子炉棟内を

わずかに負圧に保ち，排気空気は，フ

ィルタを通したのち，主排気筒から放

出する。また，原子炉建屋放射能高等

の信号により，隔離弁を自動閉鎖する

とともに常用換気系から原子炉建屋ガ

ス処理系に切り替わることで放射性物

質の放散を防ぐ設計とする。 

 

タービン建屋換気系は，1系統の空気

供給系，2系統の排気系及び補助系から

なり，供給系のファン及び排気系のフ

ァン並びに運転階専用の排気ファンか

ら構成され，屋外から取り入れた空気

を通路など清浄な場所に給気し，給水

加熱器室， 空気抽出器室など，汚染の

可能性の高い区域から排気し，フィル

タを通したのち，主排気筒から放出す

る設計とする。 

 

廃棄物処理棟換気系は，1系統の空気

供給系及び排気系からなり，その給気

は，廃棄物処理制御室及び通路に行

い，排気は液体廃棄物貯蔵タンク室，

フィルタ室などから排気ファンによっ

て，高性能粒子フィルタを通したの

ち，主排気筒から放出する設計とす

る。 

 

廃棄物処理建屋換気系は，1 系統の

空気供給系，主排気系及び廃棄物処理
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5.1.4.3 前処理建屋換気設備 

前処理建屋換気設備は，前処理建屋

給気系及び前処理建屋排気系で構成す

る。⑦-3-1 

 

 

 

 

前処理建屋給気系は，建屋給気ユニ

ット及び建屋送風機で構成し，前処理

建屋の管理区域へ外気を供給する設計

とする。⑦-3-2 

前処理建屋排気系は，４系統の排気

系を設置する設計とする。⑦-3-3 

前処理建屋排気系は，建屋排気フィ

ルタユニット，セル排気フィルタユニ

ット，溶解槽セルＡ排気フィルタユニ

ット，溶解槽セルＢ排気フィルタユニ

ット，建屋排風機，セル排風機，溶解

槽セルＡ排風機及び溶解槽セルＢ排風

機で構成し，前処理建屋の汚染のおそ

れのある区域の負圧維持，排気の浄化

及び排気の主排気筒の排気口からの排

出をする設計とする。⑦-3-4 

 

 

 

 

5.1.4.4 分離建屋換気設備 

分離建屋換気設備は，分離建屋給気

系及び分離建屋排気系で構成する。⑦-

4-1 

 

 

 

 

分離建屋給気系は，建屋給気ユニッ

ト及び建屋送風機で構成し，分離建屋

の管理区域へ外気を供給する設計とす

る。【⑦-4-2】また，セル内有機溶媒

火災時に給気を閉鎖するため，建屋給

気閉止ダンパを設置する設計とする。

⑧-1 

 

 

 

分離建屋排気系は，２系統の排気系

を設置する設計とする。⑦-4-3 

分離建屋排気系は，建屋排気フィル

タユニット，グローブボックス・セル

排気フィルタユニット，建屋排風機及

びグローブボックス・セル排風機で構

 

 

３） 前処理建屋換気設備 

前処理建屋排気系 

建屋排気フィルタユニット（高性能粒

子フィルタ１段内蔵形）19 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

建屋排風機 ３ 台 

セル排気フィルタユニット（高性能粒

子フィルタ１段内蔵形）４ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

セル排風機 ２ 台 

溶解槽セルＡ排気フィルタユニット

（高性能粒子フィルタ１段内蔵形） ４ 

基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

溶解槽セルＢ排気フィルタユニット

（高性能粒子フィルタ１段内蔵形） ４ 

基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

溶解槽セルＡ排風機 ２ 台 

溶解槽セルＢ排風機 ２ 台□2  

 

 

 

 

４） 分離建屋換気設備 

分離建屋排気系 

建屋排気フィルタユニット（高性能粒

子フィルタ１段内蔵形）15 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

建屋排風機 ２ 台 

グローブボックス・セル排気フィルタ

ユニット（高性能粒子フィルタ１段内

蔵形） 11 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

グローブボックス・セル排風機 ３ 台

□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．前処理建屋換気設備 

前処理建屋換気設備は，以下の系統で

構成する。 

前処理建屋給気系 

前処理建屋排気系⑦-3-1 

前処理建屋換気設備系統概要図を第7.2

－21図に，前処理建屋換気設備の主要設

備の仕様を第7.2－16表に示す。◇3  

前処理建屋給気系は，前処理建屋の管

理区域へ外気を供給するため，建屋給気

ユニット及び建屋送風機で構成する。⑦

-3-2 

前処理建屋排気系は，４系統の排気系

を設置する。⑦-3-3 

前処理建屋排気系は，前処理建屋の汚

染のおそれのある区域の負圧維持，排気

の浄化及び排気の主排気筒の排気口から

の排出のため，建屋排気フィルタユニッ

ト，セル排気フィルタユニット，溶解槽

セルＡ排気フィルタユニット，溶解槽セ

ルＢ排気フィルタユニット，建屋排風

機，セル排風機，溶解槽セルＡ排風機及

び溶解槽セルＢ排風機で構成する。⑦-

3-4 

 

 

 

 

ｄ．分離建屋換気設備 

分離建屋換気設備は，以下の系統で構

成する。 

分離建屋給気系 

分離建屋排気系⑦-4-1 

分離建屋換気設備系統概要図を第7.2－

22図に，分離建屋換気設備の主要設備の

仕様を第7.2－17表に示す。◇3  

分離建屋給気系は，分離建屋の管理区

域へ外気を供給するため，建屋給気ユニ

ット及び建屋送風機で構成する。【⑦-

4-2】また，セル内有機溶媒火災時に給

気を閉鎖するため，建屋給気閉止ダンパ

を設置する。⑧-1 

 

 

 

 

分離建屋排気系は，２系統の排気系を

設置する。⑦-4-3 

分離建屋排気系は，分離建屋の汚染の

おそれのある区域の負圧維持，排気の浄

化及び排気の主排気筒の排気口からの排

建屋排気系の 2系統の排気系からな

り，主排気系は，放射性希ガス及び放

射性よう素による汚染の可能性のある

区域の排気を排気ファンにより高性能

粒子フィルタを通して主排気筒から放

出する。その他区域の排気は排気ファ

ンにより高性能粒子フィルタを通して

廃棄物処理建屋排気筒から放出する設

計とする。 

 

サービス建屋換気系は，1系統の空気

供給系及び排気系からなり，その排気

は，排気ファンにより高性能粒子フィ

ルタを通したのち，主排気筒から放出

する設計とする。 

 

固体廃棄物作業建屋換気系は，1系統

の空気供給系及び排気系からなり，そ

の排気は，排気ファンにより高性能粒

子フィルタを通して廃棄物処理建屋排

気筒から放出する設計とする。 
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成し，分離建屋の汚染のおそれのある

区域の負圧維持，排気の浄化及び排気

の主排気筒の排気口からの排出をする

設計とする。⑦-4-4 

 

 

5.1.4.5 精製建屋換気設備 

精製建屋換気設備は，精製建屋給気

系及び精製建屋排気系で構成する。⑦-

5-1 

 

 

 

 

精製建屋給気系は，建屋給気ユニッ

ト及び建屋送風機で構成し，精製建屋

の管理区域へ外気を供給する設計とす

る。【⑦-5-2】また，セル内有機溶媒

火災時に給気を閉鎖するため，建屋給

気閉止ダンパを設置する設計とする。

⑧-2 

 

精製建屋排気系は，３系統の排気系

を設置する設計とする。⑦-5-3 

精製建屋排気系は，建屋排気フィル

タユニット，セル排気フィルタユニッ

ト，グローブボックス排気フィルタユ

ニット，建屋排風機及びグローブボッ

クス・セル排風機で構成し，精製建屋

の汚染のおそれのある区域の負圧維

持，排気の浄化及び排気の主排気筒の

排気口からの排出をする設計とする。

⑦-5-4 

 

 

5.1.4.6 ウラン脱硝建屋換気設備 

ウラン脱硝建屋換気設備は，ウラン

脱硝建屋給気系及びウラン脱硝建屋排

気系で構成する。⑦-6-1 

 

ウラン脱硝建屋給気系は，建屋給気

ユニット及び建屋送風機で構成し，ウ

ラン脱硝建屋の管理区域へ外気を供給

する設計とする。⑦-6-2 

ウラン脱硝建屋排気系は，２系統の

排気系を設置する設計とする。⑦-6-3 

ウラン脱硝建屋排気系は，建屋排気

フィルタユニット，フード排気フィル

タユニット，建屋排風機及びフード排

風機で構成し，ウラン脱硝建屋の汚染

のおそれのある区域の負圧維持，排気

の浄化及び排気の主排気筒の排気口か

らの排出をする設計とする。⑦-6-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

５） 精製建屋換気設備 

精製建屋排気系 

建屋排気フィルタユニット（高性能粒

子フィルタ１段内蔵形）17 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

建屋排風機 ２ 台 

セル排気フィルタユニット（高性能粒

子フィルタ段内蔵形）10 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

グローブボックス排気フィルタユニッ

ト（高性能粒子フィルタ１段内蔵形） 

２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

グローブボックス・セル排風機 ２ 台

□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６） ウラン脱硝建屋換気設備 

ウラン脱硝建屋排気系 

建屋排気フィルタユニット（高性能粒

子フィルタ１段内蔵形）10 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

建屋排風機 ２ 台 

フード排気フィルタユニット（高性能

粒子フィルタ１段内蔵形） ２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

フード排風機 ２ 台□2  

 

 

 

 

 

 

 

出のため，建屋排気フィルタユニット，

グローブボックス・セル排気フィルタユ

ニット，建屋排風機及びグローブボック

ス・セル排風機で構成する。⑦-4-4 

 

 

 

ｅ．精製建屋換気設備 

精製建屋換気設備は，以下の系統で構

成する。 

精製建屋給気系 

精製建屋排気系⑦-5-1 

精製建屋換気設備系統概要図を第7.2－

23図に，精製建屋換気設備の主要設備の

仕様を第7.2－18表に示す。◇3  

精製建屋給気系は，精製建屋の管理区

域へ外気を供給するため，建屋給気ユニ

ット及び建屋送風機で構成する。【⑦-

5-2】また，セル内有機溶媒火災時に給

気を閉鎖するため，建屋給気閉止ダンパ

を設置する。⑧-2 

精製建屋排気系は，３系統の排気系を

設置する。⑦-5-3 

精製建屋排気系は，精製建屋の汚染の

おそれのある区域の負圧維持，排気の浄

化及び排気の主排気筒の排気口からの排

出のため，建屋排気フィルタユニット，

セル排気フィルタユニット，グローブボ

ックス排気フィルタユニット，建屋排風

機及びグローブボックス・セル排風機で

構成する。⑦-5-4 

 

 

 

ｆ．ウラン脱硝建屋換気設備 

ウラン脱硝建屋換気設備は，以下の系

統で構成する。 

ウラン脱硝建屋給気系 

ウラン脱硝建屋排気系⑦-6-1 

ウラン脱硝建屋換気設備系統概要図を第

7.2－24図に，ウラン脱硝建屋換気設備

の主要設備の仕様を第7.2－19表に示

す。◇3  

ウラン脱硝建屋給気系は，ウラン脱硝

建屋の管理区域へ外気を供給するため，

建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成

する。⑦-6-2 

ウラン脱硝建屋排気系は，２系統の排

気系を設置する。⑦-6-3 

ウラン脱硝建屋排気系は，ウラン脱硝

建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維

持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排

気口からの排出のため，建屋排気フィル
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5.1.4.7 ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋換気設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

換気設備は，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋給気系及びウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋排気系で構成す

る。⑦-7-1 

 

 

 

 

 

 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

給気系は，建屋給気ユニット及び建屋

送風機で構成し，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋の管理区域へ外気を供

給する設計とする。⑦-7-2 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

排気系は，２系統の排気系を設置する

設計とする。⑦-7-3 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

排気系は，建屋排気フィルタユニッ

ト，グローブボックス・セル排気フィ

ルタユニット，建屋排風機及びグロー

ブボックス・セル排風機で構成し，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋の汚

染のおそれのある区域の負圧維持，排

気の浄化及び排気の主排気筒の排気口

からの排出をする設計とする。⑦-7-4 

 

 

 

5.1.4.8 ウラン・プルトニウム混合酸

化物貯蔵建屋換気設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵建屋換気設備は，ウラン・プルトニ

ウム混合酸化物貯蔵建屋給気系及びウ

ラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建

屋排気系で構成する。⑦-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７） ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋換気設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排

気系 

建屋排気フィルタユニット（高性能粒

子フィルタ２段内蔵形）22 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒 

子）／段 

建屋排風機 ２ 台 

グローブボックス・セル排気フィルタ

ユニット（高性能粒子フィルタ２段内

蔵形） ６ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

グローブボックス・セル排風機 ３ 台

□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８） ウラン・プルトニウム混合酸化物

貯蔵建屋換気設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋排気系 

建屋排気フィルタユニット（高性能粒

子フィルタ２段内蔵形）７ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

貯蔵室排気フィルタユニット（高性能

粒子フィルタ２段内蔵形） 17 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

建屋排風機 ２ 台 

貯蔵室排風機 ４ 台□2  

 

タユニット，フード排気フィルタユニッ

ト，建屋排風機及びフード排風機で構成

する。⑦-6-4 

 

 

 

ｇ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

換気設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換

気設備は，以下の系統で構成する。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気

系 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気

系⑦-7-1 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気

設備系統概要図を第7.2－25図に，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備

の主要設備の仕様を第7.2－20表に示

す。◇3  

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給

気系は，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋の管理区域へ外気を供給するため，

建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成

する。⑦-7-2 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排

気系は，２系統の排気系を設置する。⑦

-7-3 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排

気系は，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維

持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排

気口からの排出のため，建屋排気フィル

タユニット，グローブボックス・セル排

気フィルタユニット，建屋排風機及びグ

ローブボックス・セル排風機で構成す

る。⑦-7-4 

 

 

 

ｈ．ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵建屋換気設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋換気設備は，以下の系統で構成す

る。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建

屋給気系 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建

屋排気系⑦-8-1 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋換気設備系統概要図を第7.2－26図

に，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵建屋換気設備の主要設備の仕様を第

7.2－21表に示す。◇3  
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ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵建屋給気系は，２系統の給気系を設

置する設計とする。⑦-8-2 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵建屋給気系は，建屋給気ユニット，

貯蔵室送風機及び建屋送風機で構成

し，ウラン・プルトニウム混合酸化物

貯蔵建屋の管理区域へ外気を供給する

設計とする。⑦-8-3 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵建屋排気系は，２系統の排気系を設

置する設計とする。⑦-8-4 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵建屋排気系の貯蔵室の排気は，貯蔵

室排気フィルタユニット及び貯蔵室排

風機で構成し，貯蔵室排気フィルタユ

ニット及び貯蔵室排風機は，ウラン・

プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の貯

蔵室の換気を行い，混合酸化物貯蔵容

器からの崩壊熱の除去，貯蔵室の負圧

維持，排気の浄化及び排気の低レベル

廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの

排出をする設計とする。⑦-8-5 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵建屋排気系のウラン・プルトニウム

混合酸化物貯蔵建屋の排気は，建屋排

気フィルタユニット及び建屋排風機で

構成し，建屋排気フィルタユニット及

び建屋排風機は，ウラン・プルトニウ

ム混合酸化物貯蔵建屋の汚染のおそれ

のある区域の負圧維持，排気の浄化及

び排気の低レベル廃棄物処理建屋換気

筒の排気口からの排出をする設計とす

る。⑦-8-6 

 

 

 

 

5.1.4.9 高レベル廃液ガラス固化建屋

換気設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設

備は，高レベル廃液ガラス固化建屋給

気系及び高レベル廃液ガラス固化建屋

排気系で構成する。⑦-9-1 

 

 

 

 

 

高レベル廃液ガラス固化建屋給気系

は，建屋給気ユニット及び建屋送風機

で構成し，高レベル廃液ガラス固化建

屋の管理区域へ外気を供給する設計と

する。⑦-9-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９） 高レベル廃液ガラス固化建屋換気

設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋排気系 

建屋排気フィルタユニット（高性能粒

子フィルタ１段内蔵形）11 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

建屋排風機 ２ 台 

貯蔵ピット収納管排気フィルタユニッ

ト（高性能粒子フィルタ１段内蔵形） 

２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

貯蔵ピット収納管排風機 ２ 台 

セル排気フィルタユニット（高性能粒

子フィルタ１段内蔵形）７ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋給気系は，２系統の給気系を設置す

る。⑦-8-2 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋給気系は，ウラン・プルトニウム混

合酸化物貯蔵建屋の管理区域へ外気を供

給するため，建屋給気ユニット，貯蔵室

送風機及び建屋送風機で構成する。⑦-

8-3 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋排気系は，２系統の排気系を設置す

る。⑦-8-4 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋排気系は，貯蔵室排気フィルタユニ

ット，建屋排気フィルタユニット，貯蔵

室排風機及び建屋排風機で構成する。 

貯蔵室排気フィルタユニット及び貯蔵

室排風機は，ウラン・プルトニウム混合

酸化物貯蔵建屋の貯蔵室の換気を行い，

混合酸化物貯蔵容器からの崩壊熱の除

去，貯蔵室の負圧維持，排気の浄化及び

排気の低レベル廃棄物処理建屋換気筒の

排気口からの排出ができる設計とする。

⑦-8-5 

建屋排気フィルタユニット及び建屋排

風機は，ウラン・プルトニウム混合酸化

物貯蔵建屋の汚染のおそれのある区域の

負圧維持，排気の浄化及び排気の低レベ

ル廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの

排出ができる設計とする。⑦-8-6 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建

屋は，地下階において，その南側に隣接

する形で設置される貯蔵容器搬送用洞道

と接続する。これに伴い，貯蔵容器搬送

用洞道及びＭＯＸ燃料加工施設の燃料加

工建屋の一部は，負圧管理の境界として

共用する。◇7  

 

ｉ．高レベル廃液ガラス固化建屋換気設

備 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備

は，以下の系統で構成する。 

高レベル廃液ガラス固化建屋給気系 

高レベル廃液ガラス固化建屋排気系⑦-

9-1 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備系

統概要図を第7.2－27図に，高レベル廃

液ガラス固化建屋換気設備の主要設備の

仕様を第7.2－22表に示す。◇3  

高レベル廃液ガラス固化建屋給気系

は，高レベル廃液ガラス固化建屋の管理

区域へ外気を供給するため，建屋給気ユ

ニット及び建屋送風機で構成する。⑦-
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

高レベル廃液ガラス固化建屋排気系

は，６系統の排気系を設置する設計と

する。⑦-9-3 

高レベル廃液ガラス固化建屋排気系

は，建屋排気フィルタユニット，貯蔵

ピット収納管排気フィルタユニット，

セル排気フィルタユニット，固化セル

圧力放出系前置フィルタユニット，固

化セル圧力放出系排気フィルタユニッ

ト，固化セル換気系前置フィルタユニ

ット，固化セル換気系排気フィルタユ

ニット，フード排気フィルタユニッ

ト，建屋排風機，貯蔵ピット収納管排

風機，セル排風機，固化セル換気系排

風機及びフード排風機で構成し，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋の汚染のおそ

れのある区域の負圧維持，排気の浄化

及び排気の主排気筒の排気口からの排

出をする設計とする。⑦-9-4 

また，固化セル内の機器から発生す

る熱を除去し，固化セル内の温度上昇

による固化セル内圧力上昇を防止して

負圧を維持するため，固化セル内にセ

ル内クーラを設置し，【⑧-3-1】固化

セル内から建屋内への空気の逆流を防

止するため，固化セルへの給気系に，

固化セル隔離ダンパを設置する設計と

する。⑧-3-2 

固化セル圧力放出系は，固化セル内

圧力が万一異常に上昇した場合に固化

セル内を排気できる設計とする。⑧-3-

3 

 

 

5.1.4.10 第１ガラス固化体貯蔵建屋

換気設備 

第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備

は，第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系

及び第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系

で構成する。⑦-10-1 

 

 

 

 

 

 

第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系の

内，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の

給気系は，第１ガラス固化体貯蔵建屋

東棟建屋給気ユニット及び第１ガラス

固化体貯蔵建屋東棟建屋送風機で構成

し，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の

管理区域へ外気を供給する設計とす

ＯＰ粒子）／段 

セル排風機 ２ 台 

固化セル圧力放出系前置フィルタユニ

ット（高性能粒子フィルタ１段内蔵

形） ２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

固化セル圧力放出系排気フィルタユニ

ット（高性能粒子フィルタ１段内蔵

形） ２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

固化セル換気系前置フィルタユニット 

洗 浄 塔 １ 基 

凝 縮 器 １ 基 

ミストフィルタ ２ 基 

ルテニウム吸着塔 １ 基 

固化セル換気系排気フィルタユニット

（高性能粒子フィルタ２段内蔵形） ２ 

基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

固化セル換気系排風機 ２ 台 

フード排気フィルタユニット（高性能

粒子フィルタ１段内蔵形） ２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

フード排風機 ２ 台 

セル内クーラ 10 基□2  

 

 

 

 

 

10） 第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設

備 

第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系 

第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排

気フィルタユニット（高性能粒子フィ

ルタ１段内蔵形）10 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排

風機 ２ 台 

第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ピ

ット収納管排気フィルタユニット（高

性能粒子フィルタ１段内蔵形）２ 基／

系列×２系列 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ピ

ット収納管排風機 ２ 台／系列×２系

列 

第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋排

9-2 

高レベル廃液ガラス固化建屋排気系

は，６系統の排気系を設置する。⑦-9-3 

高レベル廃液ガラス固化建屋排気系

は，高レベル廃液ガラス固化建屋の汚染

のおそれのある区域の負圧維持，排気の

浄化及び排気の主排気筒の排気口からの

排出のため，建屋排気フィルタユニッ

ト，貯蔵ピット収納管排気フィルタユニ

ット，セル排気フィルタユニット，固化

セル圧力放出系前置フィルタユニット，

固化セル圧力放出系排気フィルタユニッ

ト，固化セル換気系前置フィルタユニッ

ト，固化セル換気系排気フィルタユニッ

ト，フード排気フィルタユニット，建屋

排風機，貯蔵ピット収納管排風機，セル

排風機，固化セル換気系排風機及びフー

ド排風機で構成する。⑦-9-4 

 

 

 

 

また，固化セルには，セル内の除熱を

行うため，セル内クーラを設置するとと

もに，【⑧-3-1】固化セルから建屋内へ

の逆流を防止するため，固化セルへの給

気系に固化セル隔離ダンパを設置する。

⑧-3-2 

固化セル圧力放出系は，固化セル内圧

力が万一異常に上昇した場合に固化セル

内を排気する系統である。⑧-3-3 

 

 

 

 

 

ｊ．第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備 

第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備

は，以下の系統で構成する。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系 

第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系⑦-10-

1 

第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備系統

概要図を第7.2－28図に，第１ガラス固

化体貯蔵建屋換気設備の主要設備の仕様

を第7.2－23表に示す。◇3  

第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系は，

第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の管理区

域へ外気を供給するための第１ガラス固

化体貯蔵建屋東棟建屋給気ユニット及び

第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋送風

機【⑦-10-2】並びに第１ガラス固化体

貯蔵建屋西棟の管理区域へ外気を供給す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧-3-1 

（P17 から） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
る。⑦-10-2 

第１ガラス固化体貯蔵建屋給気系の

内，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の

給気系は，第１ガラス固化体貯蔵建屋

西棟建屋給気ユニット及び第１ガラス

固化体貯蔵建屋西棟建屋送風機で構成

し，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の

管理区域へ外気を供給する設計とす

る。⑦-10-3 

第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系

は，６系統の排気系を設置する設計と

する。⑦-10-4 

第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系の

内，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の

排気系は，第１ガラス固化体貯蔵建屋

東棟建屋排気フィルタユニット，第１

ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ピット

収納管排気フィルタユニット，第１ガ

ラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排風機及

び第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵

ピット収納管排風機で構成し，第１ガ

ラス固化体貯蔵建屋東棟の汚染のおそ

れのある区域の負圧維持，排気の浄化

及び排気の北換気筒（ハル・エンドピ

ース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換

気筒）の排気口からの排出をする設計

とする。⑦-10-5 

第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系の

内，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の

排気系は，第１ガラス固化体貯蔵建屋

西棟建屋排気フィルタユニット，第１

ガラス固化体貯蔵建屋西棟貯蔵ピット

収納管排気フィルタユニット，第１ガ

ラス固化体貯蔵建屋西棟建屋排風機及

び第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟貯蔵

ピット収納管排風機で構成し，第１ガ

ラス固化体貯蔵建屋西棟の汚染のおそ

れのある区域の負圧維持，排気の浄化

及び排気の北換気筒（ハル・エンドピ

ース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換

気筒）の排気口からの排出をする設計

とする。⑦-10-6 

 

 

5.1.4.11 低レベル廃液処理建屋換気

設備 

低レベル廃液処理建屋換気設備は，

低レベル廃液処理建屋給気系及び低レ

ベル廃液処理建屋排気系で構成する。

⑦-11-1 

 

低レベル廃液処理建屋給気系は，建

屋給気ユニット及び建屋送風機で構成

し，低レベル廃液処理建屋の管理区域

気フィルタユニット（高性能粒子フィ

ルタ１段内蔵形）８ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟建屋排

風機 ２ 台 

第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟貯蔵ピ

ット収納管排気フィルタユニット（高

性能粒子フィルタ１段内蔵形） ２ 基

／系列×２系列 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟貯蔵ピ

ット収納管排風機 ２ 台／系列×２系

列□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11） 低レベル廃液処理建屋換気設備 

低レベル廃液処理建屋排気系 

建屋排気フィルタユニット（高性能粒

子フィルタ１段内蔵形）２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

建屋排風機 ２ 台 

運転予備用建屋排風機 １ 台□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

るための第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟

建屋給気ユニット及び第１ガラス固化体

貯蔵建屋西棟建屋送風機で構成する。⑦

-10-3 

 

 

第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系は，

６系統の排気系を設置する。⑦-10-4 

第１ガラス固化体貯蔵建屋排気系は，

第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の汚染の

おそれのある区域の負圧維持，排気の浄

化及び排気の北換気筒（ハル・エンドピ

ース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気

筒）の排気口からの排出のため，第１ガ

ラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排気フィル

タユニット，第１ガラス固化体貯蔵建屋

東棟貯蔵ピット収納管排気フィルタユニ

ット，第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟建

屋排風機及び第１ガラス固化体貯蔵建屋

東棟貯蔵ピット収納管排風機【⑦-10-

5】並びに第１ガラス固化体貯蔵建屋西

棟の汚染のおそれのある区域の負圧維

持，排気の浄化及び排気の北換気筒（ハ

ル・エンドピース及び第１ガラス固化体

貯蔵建屋換気筒）の排気口からの排出の

ため，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟建

屋排気フィルタユニット，第１ガラス固

化体貯蔵建屋西棟貯蔵ピット収納管排気

フィルタユニット，第１ガラス固化体貯

蔵建屋西棟建屋排風機及び第１ガラス固

化体貯蔵建屋西棟貯蔵ピット収納管排風

機で構成する。⑦-10-6 

 

収納管からの排気系は，収納管からの

排気中に含まれる放射性物質量の測定が

できる設計とする。また，負圧の監視用

に圧力計を設ける。◇14  
 

 

 

 

ｋ．低レベル廃液処理建屋換気設備 

低レベル廃液処理建屋換気設備は，以

下の系統で構成する。 

低レベル廃液処理建屋給気系 

低レベル廃液処理建屋排気系⑦-11-1 

低レベル廃液処理建屋換気設備系統概要

図を第7.2－29図に，低レベル廃液処理

建屋換気設備の主要設備の仕様を第7.2

－24表に示す。◇3  

低レベル廃液処理建屋給気系は，低レ

ベル廃液処理建屋の管理区域へ外気を供

給するため，建屋給気ユニット及び建屋
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
へ外気を供給する設計とする。⑦-11-2 

低レベル廃液処理建屋排気系は，１

系統の排気系を設置する設計とする。

⑦-11-3 

低レベル廃液処理建屋排気系は，建

屋排気フィルタユニット，建屋排風機

及び運転予備用建屋排風機で構成し，

低レベル廃液処理建屋の汚染のおそれ

のある区域の負圧維持，排気の浄化及

び排気の低レベル廃棄物処理建屋換気

筒の排気口からの排出をする設計とす

る。⑦-11-4 

 

5.1.4.12 低レベル廃棄物処理建屋換

気設備 

低レベル廃棄物処理建屋換気設備

は，低レベル廃棄物処理建屋給気系及

び低レベル廃棄物処理建屋排気系で構

成する。⑦-12-1 

 

 

 

低レベル廃棄物処理建屋給気系は，

建屋給気ユニット及び建屋送風機で構

成し，低レベル廃棄物処理建屋の管理

区域へ外気を供給する設計とする。⑦-

12-2 

低レベル廃棄物処理建屋排気系は，

３系統の排気系を設置する設計とす

る。⑦-12-3 

低レベル廃棄物処理建屋排気系は，

建屋排気フィルタユニットⅠ，建屋排

気フィルタユニットⅡ，建屋排気フィ

ルタユニットⅢ，建屋排風機Ⅰ，建屋

排風機Ⅱ及び建屋排風機Ⅲで構成し，

低レベル廃棄物処理建屋の汚染のおそ

れのある区域の負圧維持，排気の浄化

及び排気の主排気筒及び低レベル廃棄

物処理建屋換気筒の排気口から排出を

する設計とする。⑦-12-4 

 

 

 

 

5.1.4.13 ハル・エンドピース貯蔵建

屋換気設備 

ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設

備は，ハル・エンドピース貯蔵建屋給

気系及びハル・エンドピース貯蔵建屋

排気系で構成する。⑦-13-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12） 低レベル廃棄物処理建屋換気設備 

低レベル廃棄物処理建屋排気系 

建屋排気フィルタユニットⅠ（高性能

粒子フィルタ１段内蔵形） 56 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

建屋排風機Ⅰ ４ 台 

建屋排気フィルタユニットⅡ（高性能

粒子フィルタ１段内蔵形） 13 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

建屋排風機Ⅱ ２ 台 

建屋排気フィルタユニットⅢ（高性能

粒子フィルタ１段内蔵形） ８ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

建屋排風機Ⅲ ２ 台□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13） ハル・エンドピース貯蔵建屋換気

設備 

ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系 

建屋排気フィルタユニットⅠ（高性能

粒子フィルタ１段内蔵形） ５ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

建屋排風機Ⅰ ２ 台 

建屋排気フィルタユニットⅡ（高性能

粒子フィルタ１段内蔵形） ３ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

送風機で構成する。⑦-11-2 

低レベル廃液処理建屋排気系は，１系

統の排気系を設置する。⑦-11-3 

低レベル廃液処理建屋排気系は，低レ

ベル廃液処理建屋の汚染のおそれのある

区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の

低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口

からの排出のため，建屋排気フィルタユ

ニット，建屋排風機及び運転予備用建屋

排風機で構成する。⑦-11-4 

 

 

 

ｌ．低レベル廃棄物処理建屋換気設備 

低レベル廃棄物処理建屋換気設備は，

以下の系統で構成する。 

低レベル廃棄物処理建屋給気系 

低レベル廃棄物処理建屋排気系⑦-12-1 

低レベル廃棄物処理建屋換気設備系統概

要図を第7.2－30図に，低レベル廃棄物

処理建屋換気設備の主要設備の仕様を第

7.2－25表に示す。◇3  

低レベル廃棄物処理建屋給気系は，低

レベル廃棄物処理建屋の管理区域へ外気

を供給するため，建屋給気ユニット及び

建屋送風機で構成する。⑦-12-2 

 

低レベル廃棄物処理建屋排気系は，３

系統の排気系を設置する。⑦-12-3 

低レベル廃棄物処理建屋排気系は，低

レベル廃棄物処理建屋の汚染のおそれの

ある区域の負圧維持，排気の浄化及び排

気の主排気筒及び低レベル廃棄物処理建

屋換気筒の排気口からの排出のため，建

屋排気フィルタユニットⅠ，建屋排気フ

ィルタユニットⅡ，建屋排気フィルタユ

ニットⅢ，建屋排風機Ⅰ，建屋排風機Ⅱ

及び建屋排風機Ⅲで構成する。⑦-12-4 

 

 

 

 

 

ｍ．ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設

備 

ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備

は，以下の系統で構成する。 

ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系 

ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系⑦-

13-1 

ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備系

統概要図を第7.2－31図に，ハル・エン

ドピース貯蔵建屋換気設備の主要設備の
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系

は，建屋給気ユニット及び建屋送風機

で構成し，ハル・エンドピース貯蔵建

屋の管理区域へ外気を供給する設計と

する。⑦-13-2 

ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系

は，２系統の排気系を設置する設計と

する。⑦-13-3 

ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系

は，建屋排気フィルタユニットⅠ，建

屋排気フィルタユニットⅡ，建屋排風

機Ⅰ及び建屋排風機Ⅱで構成し，ハ

ル・エンドピース貯蔵建屋の汚染のお

それのある区域の負圧維持，排気の浄

化及び排気の北換気筒（ハル・エンド

ピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋

換気筒）の排気口からの排出をする設

計とする。⑦-13-4 

 

 

5.1.4.14 チャンネルボックス・バー

ナブルポイズン処理建屋換気設備 

チャンネルボックス・バーナブルポ

イズン処理建屋換気設備は，チャンネ

ルボックス・バーナブルポイズン処理

建屋給気系及びチャンネルボックス・

バーナブルポイズン処理建屋排気系で

構成する。⑦-14-1 

 

 

 

 

 

 

チャンネルボックス・バーナブルポ

イズン処理建屋給気系は，建屋給気ユ

ニット及び建屋送風機で構成し，チャ

ンネルボックス・バーナブルポイズン

処理建屋の管理区域へ外気を供給する

設計とする。⑦-14-2 

チャンネルボックス・バーナブルポ

イズン処理建屋排気系は，２系統の排

気系を設置する設計とする。⑦-14-3 

チャンネルボックス・バーナブルポ

イズン処理建屋排気系は，建屋排気フ

ィルタユニットⅠ，建屋排気フィルタ

ユニットⅡ，建屋排風機Ⅰ及び建屋排

風機Ⅱで構成し，チャンネルボック

ス・バーナブルポイズン処理建屋の汚

染のおそれのある区域の負圧維持，排

気の浄化及び排気の主排気筒及び低レ

ベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口か

建屋排風機Ⅱ ２ 台□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14） チャンネルボックス・バーナブル

ポイズン処理建屋換気設備 

チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋排気系 

建屋排気フィルタユニットⅠ（高性能

粒子フィルタ１段内蔵形） ３ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

建屋排風機Ⅰ ２ 台 

建屋排気フィルタユニットⅡ（高性能

粒子フィルタ１段内蔵形） ２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

建屋排風機Ⅱ ２ 台□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕様を第7.2－26表に示す。◇3  

ハル・エンドピース貯蔵建屋給気系

は，ハル・エンドピース貯蔵建屋の管理

区域へ外気を供給するため，建屋給気ユ

ニット及び建屋送風機で構成する。⑦-

13-2 

ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系

は，２系統の排気系を設置する。⑦-13-

3 

ハル・エンドピース貯蔵建屋排気系

は，ハル・エンドピース貯蔵建屋の汚染

のおそれのある区域の負圧維持，排気の

浄化及び排気の北換気筒（ハル・エンド

ピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換

気筒）の排気口からの排出のため，建屋

排気フィルタユニットⅠ，建屋排気フィ

ルタユニットⅡ，建屋排風機Ⅰ及び建屋

排風機Ⅱで構成する。⑦-13-4 

 

 

 

ｎ．チャンネルボックス・バーナブルポ

イズン処理建屋換気設備 

チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋換気設備は，以下の系統で

構成する。 

チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン処理建屋給気系 

チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン処理建屋排気系⑦-14-1 

チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン処理建屋換気設備系統概要図を第7.2

－32図に，チャンネルボックス・バーナ

ブルポイズン処理建屋換気設備の主要設

備の仕様を第7.2－27表に示す。◇3  

チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋給気系は，チャンネルボッ

クス・バーナブルポイズン処理建屋の管

理区域へ外気を供給するため，建屋給気

ユニット及び建屋送風機で構成する。⑦

-14-2 

チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋排気系は，２系統の排気系

を設置する。⑦-14-3 

チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋排気系は，チャンネルボッ

クス・バーナブルポイズン処理建屋の汚

染のおそれのある区域の負圧維持，排気

の浄化及び排気の主排気筒及び低レベル

廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの排

出のため，建屋排気フィルタユニット

Ⅰ，建屋排気フィルタユニットⅡ，建屋

排風機Ⅰ及び建屋排風機Ⅱで構成する。
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
らの排出をする設計とする。⑦-14-4 

 

 

 

 

5.1.4.15 分析建屋換気設備 

分析建屋換気設備は，分析建屋給気

系及び分析建屋排気系で構成する。⑦-

15-1 

 

 

 

 

分析建屋給気系は，建屋給気ユニッ

ト及び建屋送風機で構成し，分析建屋

及び出入管理建屋の管理区域へ外気を

供給する設計とする。⑦-15-2 

分析建屋排気系は，４系統の排気系

を設置する設計とする。⑦-15-3 

分析建屋排気系は，建屋排気フィル

タユニット，セル排気フィルタユニッ

ト，グローブボックス排気フィルタユ

ニット，フード排気フィルタユニッ

ト，建屋排風機，セル排風機，グロー

ブボックス排風機及びフード排風機で

構成し，分析建屋及び出入管理建屋の

汚染のおそれのある区域の負圧維持，

排気の浄化及び排気の主排気筒の排気

口からの排出をする設計とする。⑦-

15-4 

分析建屋換気設備は，六ヶ所保障措

置分析所と共用する。分析建屋換気設

備は，換気設備の排風機に必要な容量

を確保する設計とすることで，共用に

よって再処理施設の安全性を損なわな

い設計とする。⑨-1 

 

 

 

5.1.4.16 北換気筒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北換気筒は，多筒集合形とし，使用

済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒並びに

ハル・エンドピース及び第１ガラス固

化体貯蔵建屋換気筒で構成する。⑦-16 

 

 

 

15） 分析建屋換気設備 

分析建屋排気系 

建屋排気フィルタユニット（高性能粒

子フィルタ１段内蔵形）19 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

建屋排風機 ２ 台 

セル排気フィルタユニット（高性能粒

子フィルタ１段内蔵形）２ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

セル排風機 ２ 台 

グローブボックス排気フィルタユニッ

ト（高性能粒子フィルタ２段内蔵形） 

４ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

グローブボックス排風機 ２ 台 

フード排気フィルタユニット（高性能

粒子フィルタ１段内蔵形） ４ 基 

粒子除去効率 99.9 ％以上（0.3μｍＤ

ＯＰ粒子）／段 

フード排風機 ２ 台□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16） 北換気筒 

使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒 

排気口地上高さ 約75 ｍ 

排 気 量約３万 ｍ３／ｈ 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒 

排気口地上高さ 約75 ｍ 

排 気 量 約28万 ｍ３／ｈ 

ハル・エンドピース及び第１ガラス固

化体貯蔵建屋換気筒 

排気口地上高さ 約75 ｍ 

排 気 量 約14万 ｍ３／ｈ□2  

 

17） 低レベル廃棄物処理建屋換気筒 

排気口地上高さ 約75 ｍ 

排 気 量約80万 ｍ３／ｈ□2  

 

 

⑦-14-4 

 

 

 

ｏ．分析建屋換気設備 

分析建屋換気設備は，以下の系統で構

成する。 

分析建屋給気系 

分析建屋排気系⑦-15-1 

分析建屋換気設備系統概要図を第7.2－

33図に，分析建屋換気設備の主要設備の

仕様を第7.2－28表に示す。◇3  

分析建屋給気系は，分析建屋及び出入

管理建屋の管理区域へ外気を供給するた

め，建屋給気ユニット及び建屋送風機で

構成する。⑦-15-2 

分析建屋排気系は，４系統の排気系を

設置する。⑦-15-3 

分析建屋排気系は，分析建屋及び出入

管理建屋の汚染のおそれのある区域の負

圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒

の排気口からの排出のため，建屋排気フ

ィルタユニット，セル排気フィルタユニ

ット，グローブボックス排気フィルタユ

ニット，フード排気フィルタユニット，

建屋排風機，セル排風機，グローブボッ

クス排風機及びフード排風機で構成す

る。⑦-15-4 

六ヶ所保障措置分析所は，分析建屋の中

に配置されている。六ヶ所保障措置分析

所は，換気・空調を独立して設置せず

に，換気・空調，排気の浄化及び空気汚

染の拡大防止のため，分析建屋換気設備

の分析建屋排気系の一部を六ヶ所保障措

置分析所と共用する。◇2  

 

 

ｐ．北換気筒及び低レベル廃棄物処理建

屋換気筒 

北換気筒の概要図を第7.2－34図に，低

レベル廃棄物処理建屋換気筒の概要図を

第7.2－35図に，北換気筒及び低レベル

廃棄物処理建屋換気筒の主要設備の仕様

を第7.2－29表に示す。◇3  

北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換

気筒は，鉄塔支持形とし，北換気筒の支

持構造物については，廃棄物管理施設の

筒身も支持する構造とすることで，廃棄

物管理施設と共用する。◇2  

また，北換気筒は，多筒集合形とし，使

用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒並びにハ

ル・エンドピース及び第１ガラス固化体

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-1(P4から) 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
北換気筒（使用済燃料輸送容器管理

建屋換気筒）は，使用済燃料輸送容器

管理建屋換気設備からの排気を排気口

から排出する設計とする。⑦-16-1 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）は，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気設備からの排気を排気口

から排出する設計とする。⑦-16-2 

北換気筒（ハル・エンドピース及び

第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）

は，第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設

備及びハル・エンドピース貯蔵建屋換

気設備からの排気を排気口から排出す

る設計とする。⑦-16-3 

北換気筒の支持構造物は，廃棄物管

理施設と共用する。北換気筒の支持構

造物は，廃棄物管理施設の筒身を考慮

した強度を確保する設計とすること

で，共用によって再処理施設の安全性

を損なわない設計とする。⑨-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯蔵建屋換気筒で構成する。⑦-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 主要設備 

換気設備の給気系は，給気フィルタ，

送風機及び必要に応じ空調機器を設け，

外気を管理区域へ供給する設計とする。 

換気設備の排気系は，排風機及び汚染

の程度に応じ適切に粒子フィルタ，排気

フィルタ等を設け，【◇2 】排気を主排

気筒，北換気筒及び低レベル廃棄物処理

建屋換気筒の排気口から排出する設計と

する。◇2  

安全上重要な系統は，溶接ダクト，逆

止ダンパ等を適切に使用する設計とす

る。◇2  

分離建屋換気設備の分離建屋給気系及

び精製建屋換気設備の精製建屋給気系に

は建屋給気閉止ダンパを設け，外部電源

喪失時には給気を閉鎖し分離建屋内及び

精製建屋内が正圧になることを防止し，

建屋給気閉止ダンパは，単一故障を仮定

しても給気を閉鎖できる設計とする。

◇2  

前処理建屋排気系の建屋排風機，セル

排風機，溶解槽セルＡ排風機及び溶解槽

セルＢ排風機，分離建屋排気系の建屋排

風機及びグローブボックス・セル排風

機，精製建屋排気系の建屋排風機及びグ

ローブボックス・セル排風機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋排気系の建屋

排風機及びグローブボックス・セル排風

機，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵建屋排気系の建屋排風機及び貯蔵室排

風機並びに高レベル廃液ガラス固化建屋

 

⑦-16(P3 から) 

 

⑦-16-1 

(P17 から) 

 

 

⑦-16-2 

(P17 から) 

 

 

 

⑦-16-3 

(P17 から) 

 

 

 

 

⑨-2(P3,4 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1761



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十八条 （換気設備）（16 / 20） 
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排気系の建屋排風機，セル排風機及び固

化セル換気系排風機は多重化し，非常用

所内電源系統に接続するとともに，その

１系列の試験及び検査中においても，予

備系列のあるものは予備系列に切り替え

又は予備系列のないものは排風機を分割

することにより，運転できる設計とす

る。また，排風機の流量を測定すること

により，運転状態を監視できる設計とす

る。◇2  

換気設備の排気系の高性能粒子フィル

タは多重化し，その試験及び検査中にお

いても，排気量を損なうことなく運転で

きるとともに，【◇13 】前後の差圧を測

定することにより，運転状態を監視でき

る設計とする。また，高性能粒子フィル

タは，前後の差圧を測定できる設計とす

る。◇14  
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備

のセル内クーラは多重化し，【◇10 】非

常用所内電源系統に接続するとともに，

【◇11 】その１基の試験及び検査中にお

いても，セル内の除熱ができる設計とす

る。◇13  
セル内クーラに冷水を供給する設備

は，動的機器に単一故障を仮定しても閉

じ込め機能を確保できる設計とし，その

他再処理設備の附属施設の安全冷却水系

を介して冷水を適切に供給する設計とす

る。◇10  
換気設備の排風機，高性能粒子フィルタ

及びセル内クーラは，クレーン等により

保守・補修を行う。◇13  
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備

の固化セル隔離ダンパは，非常用所内電

源系統に接続するとともに，【◇11 】単

一故障を仮定しても固化セルから建屋内

への逆流を防止できる設計とする。◇10  
換気設備は，可能な限り不燃性材料又

は難燃性材料を使用するとともに，万一

の火災に備え，火災区域の耐火壁を貫通

するダクトには，原則として，貫通部近

傍に防火ダンパを設ける設計とする。

◇2  

換気設備のうち使用済燃料の受入れ及

び貯蔵に係る使用済燃料輸送容器管理建

屋換気設備，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋換気設備及び北換気筒（使用済燃料輸

送容器管理建屋換気筒及び使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋換気筒）は，再処理設備

本体の運転開始に先立ち使用できる設計
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5.1.4.17 低レベル廃棄物処理建屋

換気筒 

低レベル廃棄物処理建屋換気筒は，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とする。◇4  

 

換気設備の主要機器の機能及び性能に

ついて以下に示す。◇3  

ａ．排気フィルタユニット 

排気フィルタユニットは，排気系の排

気量が塔槽類廃ガス処理設備等に比べて

多いため，高性能粒子フィルタを並列に

組み合わせたものとする。⑤-3 

高性能粒子フィルタは，ろ材にガラス

繊維を使用し，排気中に含まれる放射性

エアロゾルを除去する。また，高性能粒

子フィルタは，排気中に含まれる放射性

エアロゾルを１段当たり99.9％以上除去

できる設計とする。◇1   

ｂ．固化セル換気系前置フィルタユニッ

ト 

固化セル換気系前置フィルタユニット

は，排気中に含まれる放射性物質を除去

する。また，固化セル換気系前置フィル

タユニットは，排気中の揮発性ルテニウ

ムを99.98％以上除去でき，そのうちル

テニウム吸着塔は揮発性ルテニウムを

99％以上除去できる設計とする。ミスト

フィルタは，洗浄塔と合わせて排気中の

放射性エアロゾルを99％以上除去できる

設計とする。◇1   

ｃ．セル内クーラ 

セル内クーラは，セル内の機器から発

生する熱を除去し，固化セル内の温度上

昇による圧力の上昇を防止して，負圧を

維持する設計とする。⑧-3-1 

ｄ．排風機 

排風機は，汚染のおそれのある区域の

負圧を維持するとともに，排気を主排気

筒，北換気筒及び低レベル廃棄物処理建

屋換気筒の排気口から排出する。◇2  

ｅ．北換気筒及び低レベル廃棄物処理建

屋換気筒 

北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建

屋換気筒）は，使用済燃料輸送容器管理

建屋換気設備からの排気を排気口から排

出する。⑥-1-1,⑦-16-1 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋換気筒）は，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気設備からの排気を排気口から排

出する。⑥-1-2,⑦-16-2 

北換気筒（ハル・エンドピース及び第

１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）は，第

１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備及びハ

ル・エンドピース貯蔵建屋換気設備から

の排気を排気口から排出する。⑥-1-3,

⑦-16-3 

 

 

 

⑤-3(P2 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧-3-1（P10 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-1(P3 へ) 

⑦-16-1(P15 へ) 

 

 

⑥-1(P3へ) 

⑦-16-2(P15 へ) 

 

 

⑥-1(P3へ) 

⑦-16-3(P15 へ) 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋換気設備，低レベル廃液処理建屋

換気設備，低レベル廃棄物処理建屋換

気設備（汚染のおそれのある区域及び

熱分解装置室等からの排気系）及びチ

ャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン処理建屋換気設備（汚染のおそれの

ある区域からの排気系）からの排気を

排気口から排出する設計とする。⑦-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低レベル廃棄物処理建屋換気筒は，ウ

ラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

換気設備，低レベル廃液処理建屋換気設

備，低レベル廃棄物処理建屋換気設備

（汚染のおそれのある区域及び熱分解装

置室等からの排気系）及びチャンネルボ

ックス・バーナブルポイズン処理建屋換

気設備（汚染のおそれのある区域からの

排気系）からの排気を排気口から排出す

る。⑥-1,⑦-17 

 

7.2.1.5.5 試験・検査 

高性能粒子フィルタの交換時に据付け

状態の健全性を確認する。また，固化セ

ル圧力放出系前置フィルタユニット（高

性能粒子フィルタ１段内蔵形）及び固化

セル圧力放出系排気フィルタユニット

（高性能粒子フィルタ１段内蔵形）は，

定期的に粒子除去効率の確認を行う。

◇13  
排風機は定期的に健全性を確認する。

◇13  
 

7.2.1.5.6 評 価◇6  

(１) 放射性物質の放出低減 

ａ．換気設備は，汚染のおそれのある区

域からの排気を高性能粒子フィルタ等で

ろ過することにより，排気の浄化ができ

る。◇6  

ｂ．北換気筒及び低レベル廃棄物処理建

屋換気筒は，約75ｍの排気口地上高さを

有し，放出される気体状の放射性物質に

対し，十分な拡散効果を有する。◇6  

(２) 閉じ込め 

換気設備は，汚染のおそれのある区域を

清浄区域より負圧に維持できるようにす

るとともに，汚染の程度の低い区域から

汚染の程度のより高い区域に向かって空

気を流す設計としているので汚染の拡大

を防止できる。また，換気設備の安全上

重要な系統は，溶接ダクト，逆止ダンパ

等を適切に使用する設計としているので

気体状の放射性物質の漏えい及び逆流を

防止できる。◇6  

(３) 単一故障 

換気設備の安全上重要な系統の排風機及

びセル内クーラは，多重化しているの

で，単一故障を仮定しても，閉じ込め機

能及び崩壊熱除去機能を確保できる。

◇6  

(４) 外部電源喪失 

換気設備の安全上重要な系統の排風機及

 

 

 

 

 

 

 

⑥-1(P3 へ) 
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(ⅲ) 廃棄物の処理能力 

(ａ) 主排気筒 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備，塔

槽類廃ガス処理設備及び高レベル廃液

ガラス固化廃ガス処理設備で処理した

放射性気体廃棄物約22,000ｍ３／ｈ

びセル内クーラは，その他再処理設備の

附属施設の非常用所内電源系統に接続す

る設計としているので，外部電源喪失時

に閉じ込め機能及び崩壊熱除去機能を確

保できる。◇6  

(５) 火 災 

換気設備は，可能な限り不燃性材料又は

難燃性材料を使用するとともに，万一の

火災に備え，火災区域の耐火壁を貫通す

るダクトには，原則として，貫通部近傍

に防火ダンパを設ける設計としているの

で，火災の拡大を防止できる。◇6  

(６) 崩壊熱除去 

換気設備は，混合酸化物貯蔵容器からの

崩壊熱を除去するため，貯蔵室の適切な

換気を行う設計としているので過度の温

度上昇を防止できる。◇6  

(７) 換気・空調 

換気設備は，各区域の換気・空調を行え

る設計としているので各区域の雰囲気を

所定の条件に維持できる。◇6  

(８) 共 用 

貯蔵容器搬送用洞道は，ＭＯＸ燃料加工

施設境界の扉開放時には，ＭＯＸ燃料加

工施設の気体廃棄物の廃棄設備により負

圧に維持する設計とし，再処理施設境界

の扉（防火戸）開放時には，ウラン・プ

ルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備

により貯蔵容器搬送用洞道を負圧に維持

する設計とすること，また，ＭＯＸ燃料

加工施設境界の扉及び再処理施設境界の

扉（防火戸）は，同時に開放しない設計

とすることで，共用によって再処理施設

の安全性を損なわない。◇6  

六ヶ所保障措置分析所と共用する分析建

屋換気設備は，換気設備の排風機に必要

な容量を確保する設計とすることで，共

用によって再処理施設の安全性を損なわ

ない。また，廃棄物管理施設と共用する

北換気筒の支持構造物は，廃棄物管理施

設の筒身を考慮した強度を確保する設計

とすることで，共用によって再処理施設

の安全性を損なわない。◇6  

(９) 試験及び検査 

換気設備の安全上重要な系統の排風機，

高性能粒子フィルタ及びセル内クーラは

多重化する設計とするので，閉じ込め機

能及び崩壊熱除去機能を損なうことなく

必要に応じて試験及び検査ができる。

◇6  

(10) その他 

換気設備のうち使用済燃料の受入れ及び
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［normal］を換気設備からの排気とと

もに，約150万ｍ３／ｈで排出する能力

を有する。□1  

 

(ｂ) 北換気筒 

塔槽類廃ガス処理設備の一部で処理し

た放射性気体廃棄物約250ｍ３／ｈ

［normal］を換気設備からの排気とと

もに，約48万ｍ３／ｈ（使用済燃料輸送

容器管理建屋換気筒は約３万ｍ３／ｈ，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒は

約28万ｍ３／ｈ，ハル・エンドピース及

び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒は

塔槽類廃ガス処理設備の一部で処理し

た放射性気体廃棄物約250ｍ３／ｈ

［normal］を含み約14万ｍ３／ｈ）で排

出する能力を有する。□2  

 

(ｃ) 低レベル廃棄物処理建屋換気筒 

換気設備からの排気約80万ｍ３／ｈを排

出する能力を有する。□2  

 

(ⅴ) 排気口の位置 

(ａ) 主排気筒 

敷地のほぼ中心に位置し，主排気筒か

ら敷地境界までの距離は，東方約800

ｍ，西方約950ｍ，南方約1,050ｍ，北

方約1,000ｍであり，排気口地上高さ約

150ｍ（標高約205ｍ）である。□1  

 

(ｂ) 北換気筒（使用済燃料輸送容器管

理建屋換気筒，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋換気筒並びにハル・エンドピー

ス及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気

筒） 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の西側に

位置し，北換気筒から敷地境界までの

距離は，東方約900ｍ，西方約700ｍ，

南方約1,000ｍ，北方約1,000ｍであ

り，排気口地上高さ約75ｍ（標高約130

ｍ）である。□2  

 

(ｃ) 低レベル廃棄物処理建屋換気筒 

低レベル廃棄物処理建屋上に位置し，

低レベル廃棄物処理建屋換気筒から敷

地境界までの距離は，東方約1,500ｍ，

西方約650ｍ，南方約550ｍ，北方約

1,500ｍであり，排気口地上高さ約75ｍ

（標高約130ｍ）である。□2  

 

貯蔵に係る使用済燃料輸送容器管理建屋

換気設備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気設備及び北換気筒（使用済燃料輸送

容器管理建屋換気筒及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）は，再処理設備本

体の運転開始に先立ち使用できる設計と

している。◇6  
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第二十八条（換気設備） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

① 系統構成に関する説明 換気設備の系統構成の説明 － － － 

② 
放射線障害を防止するために

必要な換気能力（換気能力） 
技術基準の要求を受けている内容 １項１号 － ａ，b，e 

③ 
放射線障害を防止するために

必要な換気能力（換気・空調） 
技術基準の要求を受けている内容 

１項１号 

 
－ b，d 

④ 汚染された空気の逆流防止 技術基準の要求を受けている内容 
１項２号 

（10 条１項 1 号） 
－ b，g 

⑤ 
ろ過装置の機能維持，汚染の除

去又は取替え 

技術基準の要求事項を受けた内容

として記載する。 
１項 3号 － e 

⑥ 

吸気口と排気筒の距離確保に

よる汚染された空気の再吸入

防止 

技術基準の要求を受けている内容 １項４号 － b 

⑦ 各建屋換気 
事業変更許可申請書における各建

屋換気の設計方針 
－ － e 

⑧ 
換気設備の閉じ込めに関する

記載（閉じ込め） 

技術基準規則（第 10 条）に基づく

閉じ込めに係る要求を受けている

事項 

－ 

（10 条１項） 
－ g 

⑨ 
共用に関する記載 

（安全機能を有する施設） 

第 16 条「安全機能を有する施設」

の共用に係る要求を受けている内

容 

－ 

（16 条５項） 
－ c 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  
気体廃棄物の廃棄施設に関す

る設計 

気体廃棄物の廃棄施設に関する設計については，廃棄施

設の機能に関する事項であるため，第 24 条「廃棄施設」

の基本設計方針で記載する。 

－ 

□2  設備仕様 仕様表にて記載する項目であるため記載しない。 d 

□3  一般事項 
一般事項であるため，基本設計方針に記載しない。（図面

の呼び込み，記載箇所の呼び込み等） 
b 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  
他条文で展開する事項（第 24

条） 

第 24 条「廃棄施設」にて，説明する内容のため記載しな

い。 
－ 

◇2  重複記載 
本文又は添付書類六の他箇所の記載と重複するため記載

しない。 
－ 

◇3  一般事項 
一般事項であるため，基本設計方針に記載しない。（図面

の呼び込み，記載箇所の呼び込み等） 
b 

◇4  先行使用に関する事項 
使用済燃料の受け入れ施設及び貯蔵施設は竣工施設であ

るため記載しない。 
－ 
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◇5  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

◇6  設計方針に対する評価記載 設計方針に対する評価の記載であるため記載しない。 － 

◇7  
再処理施設しゅん工後に申請

する設備に関する記載 

再処理施設しゅん工後に申請する設備及び当該設備の設

計方針に関する記載のため，記載しない。 
－ 

◇8  手順等 手順等については，詳細は保安規定（運用）で記載する。 － 

◇9  
他条文で展開する事項（第 10

条） 

第 10 条「閉じ込めの機能」にて，説明する内容のため記

載しない。 

－ 

◇10  
他条文で展開する事項（第 15

条） 

第 15 条「安全上重要な施設」にて，説明する内容のため

記載しない。 

－ 

◇11  
他条文で展開する事項（第 29

条） 

第 29 条「保安電源設備」にて，説明する内容のため記載

しない。 

－ 

◇12  
他条文で展開する事項（第 11

条） 

第 11 条，第 35 条「火災等による損傷の防止」にて，説

明する内容のため記載しない。 

－ 

◇13  
他条文で展開する事項（第 16

条） 

第 16 条「安全機能を有する施設」にて，説明する内容の

ため記載しない。 

－ 

◇14  
他条文で展開する事項（第 20

条） 

第 20 条「計測制御系統施設」にて，説明する内容のため

記載しない。 

－ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

ａ 添付Ⅱ 放射線による被ばくの防止に関する説明書 

ｂ 

Ⅵ－2 再処理施設に関する図面 

Ⅵ-2-1 構内配置図 第 2.1-2 図 主要設備の配置の状況を明示した平面図 

Ⅵ-2-3 系統図 

c Ⅵ-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

d 仕様表（設計条件及び仕様） 

e Ⅵ-1-6-1 安全機能を有する施設の放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 

f Ⅲ-1-1 火災等による損傷の防止に関する説明書 

g Ⅵ-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第２９条 （保安電源設備）（1 / 27） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（保安電源設備） 

第二十九条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  再処理施設に接続する電

線路のうち少なくとも二回線

は、当該再処理施設において

受電可能なものであり、か

つ、これらにより当該再処理

施設を電力系統に連系するも

のでなければならない。④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設には、外部電源

系統からの電気の供給が停止

した場合において、再処理施

設の安全性を確保するために

必要な設備の機能を維持する

ために、内燃機関を原動力と

する発電設備又はこれと同等

以上の機能を有する非常用電

源設備が設けられていなけれ

ばならない。① 

 

 

２  再処理施設の安全性を確

保するために特に必要な設備

には、無停電電源装置又はこ

れと同等以上の機能を有する

設備が設けられていなければ

ならない。②—1 

 

 

 

 

7.その他再処理設備の附属施設 

7.1動力装置及び非常用動力装置 

7.1.1電気設備 

電気設備の設計に係る共通的な設計

方針については，第１章 共通項目の

「２．地盤」，「３．自然現象等」，

「５．火災等による損傷の防止」，

「６．再処理施設内における溢水によ

る損傷の防止」，「７．再処理施設内

における化学薬品の漏えいによる損傷

の防止」，「９．設備に対する要求」

及び「10．その他」に基づくものとす

る。 

 

再処理施設は，安全上重要な施設が

その機能を維持するために必要となる

電力を当該安全上重要な施設に供給す

るため，電力系統に連系した設計とす

る。④—1 

 

 

再処理施設に接続する再処理施設内

開閉所の外の電力系統（以下「電線

路」という。）のうち少なくとも２回

線は，電力系統と非常用所内電源系統

とを接続する外部電源系統を２つ以上

設ける設計とすることにより，再処理

施設において受電可能な設計とし，か

つ，それにより再処理施設を電力系統

に連系する設計とする。④—2 

 

再処理施設には，非常用電源設備

（安全機能を有する施設に属するもの

に限る。）を設ける設計とする。①—1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設の安全性を確保するため

に特に必要な設備には，無停電電源装

置又はこれと同等以上の機能を有する

設備を設ける設計とする。②—1 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(ｑ) 保安電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設は，安全上重要な施設がそ

の機能を維持するために必要となる電力

を当該安全上重要な施設に供給するた

め，電力系統に連系した設計とする。④

—1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，再処理施設には，非常用電源設

備（安全機能を有する施設に属するもの

に限る。）を設ける設計とする。①—1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3.22 非常用電源建屋 

 非常用電源建屋は，鉄筋コンクリート

造で，地上２階（地上高さ約 14ｍ），

地下１階，平面が約 25ｍ（南北方向）

×約 50ｍ（東西方向）の建物であり，

堅固な規模版上に設置する。 

 

1.9.25 保安電源設備 

（保安電源設備） 

第二十五条 再処理施設は、安全上重要

な施設がその機能を維持するために必要

となる電力を当該安全上重要な施設に供

給するため、電力系統に連系したもので

なければならない。◇1  

２ 再処理施設には、非常用電源設備

（安全機能を有する施設に属するものに

限る。以下この条において同じ。）を設

けなければならない。◇1  

３ 保安電源設備（安全機能を有する施

設へ電力を供給するための設備をい

う。）は、電線路及び非常用電源設備か

ら安全機能を有する施設への電力の供給

が停止することがないよう、機器の損

壊、故障その他の異常を検知するととも

に、その拡大を防止するものでなければ

ならない。◇1  

４ 再処理施設に接続する電線路のうち

少なくとも二回線は、当該再処理施設に

おいて受電可能なものであり、かつ、そ

れにより当該再処理施設を電力系統に連

系するものでなければならない。◇1  

５ 非常用電源設備及びその附属設備

は、多重性を確保し、及び独立性を確保

し、その系統を構成する機械又は器具の

単一故障が発生した場合であっても、運

転時の異常な過渡変化時又は設計基準事

故時において安全上重要な施設及び設計

基準事故に対処するための設備がその機

能を確保するために十分な容量を有する

ものでなければならない。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 共通項目 

非常用電源設備の共通項目である「1. 

地盤等，2. 自然現象，3. 火災，4. 溢

水等，5. 設備に対する要求（5.6 逆止

め弁を除く。），6. その他」の基本設

計方針については，原子炉冷却系統施設

の基本設計方針「第１章 共通項目」に

基づく設計とする。 

 

第２章 個別項目 

 

 

発電用原子炉施設は，重要安全施設が

その機能を維持するために必要となる電

力を当該重要安全施設に供給するため，

電力系統に連系した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電用原子炉施設には，電線路及び当該

発電用原子炉施設において常時使用され

る発電機からの電力の供給が停止した場

合において発電用原子炉施設の安全性を

確保するために必要な装置の機能を維持

するため，内燃機関を原動力とする非常

用電源設備を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④—2（P3から） 

 

 

 

 

 

①—1（P8，9へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②—1（P9から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 
波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 
灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 
黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 
紫字：ＳＡ設備に関する記載（比較対象外箇所） 
  ：発電炉との差異の理由     ：許可からの変更点等 
             
  

【凡例】 

  

【許可からの変更点】 

許可の要求では「無停電電源装

置」について要求がなく，技術

基準規則で明確な要求となった

ため。 

【許可からの変更点】 

「電線路」の説明について，電

力系統の連係の記載をまとめた

ことから，前段の記載箇所で説

明する。 

① P5 から 

② P5 から 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉と再処理施

設の用語が異なる

ため。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
３  保安電源設備 (事業指定

基準規則第二十五条第三項に

規定する保安電源設備をい

う。) は、外部電源系統及び

非常用電源設備から再処理施

設の安全性を確保するために

必要な設備への電力の供給が

停止することがないよう、次

に掲げる措置が講じられたも

のでなければならない。③—1,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 前号に掲げるもののほ

か、機器の損壊、故障その他

の異常を検知し、及びその拡

大を防止するために必要な措

置③—2—1，③—2—2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 高エネルギーのアーク

放電による電気盤の損壊の拡

大を防止するために必要な措

置③—1—1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設の保安電源設備（安全機

能を有する施設へ電力を供給するため

の設備をいう。）は，電線路及び非常

用電源設備から安全機能を有する施設

への電力の供給が停止することがない

よう，送電線，変圧器，母線，発電機

に保護継電器を設置し，電気系統の機

器の短絡，地絡，母線の低電圧，過電

流，過電圧を感知した場合は，ガス絶

縁開閉装置あるいはメタルクラッド開

閉装置，パワーセンタ及びモータコン

トロールセンタの遮断器により故障箇

所を隔離することによって，故障によ

る影響を局所化できるとともに，他の

安全機能への影響を限定できる設計と

する。③—1，③—2—1 

 

 

 

 

 

 

また，外部電源に直接接続している

受電変圧器の一次側において３相のう

ちの１相の電路の開放が生じた場合，

安全機能を有する施設への電力の供給

が不安定になったことを検知し，故障

箇所の隔離又は非常用母線の接続変更

その他の異常の拡大を防止する対策

（手動操作による対策を含む。）を講

ずることによって，安全機能を有する

施設への電力の供給が停止することの

ないように，電力供給の安定性を回復

できる設計とする。③—2—2 

 

 

安全上重要な施設への電力供給に係

る電気盤及び当該電気盤に影響を与え

るおそれのある電気盤（安全上重要な

施設を除く。）について，遮断器の遮

断時間の適切な設定，非常用ディーゼ

ル発電機の停止により，高エネルギー

のアーク放電によるこれらの電気盤の

損壊の拡大を防止することができる設

計とする。③—1—1 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設の保安電源設備（安全機能

を有する施設へ電力を供給するための設

備をいう。）は，再処理施設内開閉所の

外の電力系統（以下「電線路」とい

う。）及び非常用電源設備から安全機能

を有する施設への電力の供給が停止する

ことがないよう，送電線，変圧器，母線

等に保護継電器を設置し，電気系統の機

器の短絡，地絡，母線の低電圧，過電流

等を感知した場合は，ガス絶縁開閉装置

あるいはメタルクラッド開閉装置等の遮

断器により故障箇所を隔離することによ

って，故障による影響を局所化できると

ともに，他の安全機能への影響を限定で

きる設計とする。③-1, ③—1—1，③-2—1 

 

 

 

 

 

 

 

また，外部電源に直接接続している受

電変圧器の一次側において３相のうちの

１相の電路の開放が生じた場合，安全機

能を有する施設への電力の供給が不安定

になったことを検知し，故障箇所の隔離

又は非常用母線の接続変更その他の異常

の拡大を防止する対策（手動操作による

対策を含む。）を講ずることによって，

安全機能を有する施設への電力の供給が

停止することのないように，電力供給の

安定性を回復できる設計とする。③—2—2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

再処理施設は，安全上重要な施設がそ

の機能を維持するために必要となる電力

を当該安全上重要な施設に供給するた

め，154ｋＶ送電線２回線で電力系統に

連系した設計とする。◇1  

 

第２項について 

再処理施設には，非常用電源設備とし

て，非常用交流電源設備である非常用デ

ィーゼル発電機及び非常用直流電源設備

である非常用蓄電池を設ける設計とす

る。使用済燃料受入れ・貯蔵建屋には，

非常用ディーゼル発電機として第１非常

用ディーゼル発電機を設置するととも

に，非常用蓄電池として第１非常用蓄電

池を設置する。また，非常用電源建屋に

は，非常用ディーゼル発電機として第２

非常用ディーゼル発電機を設置するとと

もに，非常用蓄電池として第２非常用蓄

電池を設置する。さらに，これらに必要

な燃料等を備える設計とする。◇1  

 

第３項について 

再処理施設の保安電源設備（安全機能

を有する施設へ電力を供給するための設

備をいう。）は，再処理施設に接続する

再処理施設内開閉所の外の電力系統（以

下「電線路」という。）及び非常用電源

設備から安全機能を有する施設への電力

の供給が停止することがないよう，外部

電源，非常用電源設備，その他の関連す

る電気系統機器の短絡若しくは地絡又は

母線の低電圧若しくは過電流等を保護継

電器にて検知できる設計とする。【◇1 】

また，故障を検知した場合は，ガス絶縁

開閉装置あるいはメタルクラッド開閉装

置等の遮断器により故障箇所を隔離する

ことによって，故障による影響を局所化

できるとともに，他の安全機能への影響

を限定できる設計とする。受電変圧器の

一次側において３相のうちの１相の電路

の開放が生じ，安全機能を有する施設へ

の電力の供給が不安定になった場合にお

いては，自動（地絡や過電流による保護

継電器の動作により）又は手動操作で，

故障箇所の隔離，非常用母線の健全な電

源からの受電への切替え，その他の異常

の拡大を防止する対策により，安全機能

を有する施設への電力の供給の安定性を

回復できる設計とする。また，送電線

は，巡視点検による異常の早期検知がで

安全施設へ電力を供給する保安電源設備

は，電線路，発電用原子炉施設において

常時使用される発電機，外部電源系及び

非常用所内電源系から安全施設への電力

の供給が停止することがないよう，発電

機，送電線，変圧器，母線等に保護継電

器を設置し，機器の損壊，故障その他の

異常を検知するとともに，異常を検知し

た場合は，ガス絶縁開閉装置あるいはメ

タルクラッド開閉装置等の遮断器が動作

することにより，その拡大を防止する設

計とする。 

 

 

また，高圧及び低圧母線等で故障が発

生した際は，遮断器により故障箇所を隔

離できる設計とし，故障による影響を局

所化できるとともに，他の安全施設への

影響を限定できる設計とする。 

 

 

 

変圧器一次側において3 相のうちの1 

相の電路の開放が生じた場合に検知でき

るよう，変圧器一次側の電路は，電路を

筐体に内包する変圧器やガス絶縁開閉装

置等により構成し，3 相のうちの1 相の

電路の開放が生じた場合に保護継電器に

て自動で故障箇所の隔離及び非常用母線

の受電切替ができる設計とし，電力の供

給の安定性を回復できる設計とする。 

 

 

 

 

 

重要安全施設への電力供給に係る電気

盤及び当該電気盤に影響を与えるおそれ

のある電気盤（安全施設（重要安全施設

を除く。）への電力供給に係るものに限

る。）について，遮断器の遮断時間の適

切な設定，非常用ディーゼル発電機の停

止等により，高エネルギーのアーク放電

によるこれらの電気盤の損壊の拡大を防

止することができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

東海第二では高エ

ネルギーのアーク

損傷の記載がない

ため，最新の発電

炉の記載をし，比

較をした。 

【許可からの変更点】 

「過電流等」について対象を明

確にした。 

【許可からの変更点】 

「母線等」について対象を

明確にした。 

【許可からの変更点】 

許可の要求では「高エネル

ギーのアーク放電による電

気盤の損壊の拡大を防止す

るために必要な措置」につ

いて要求がなく，技術基準

規則で明確な要求となった

ため。 

【許可からの変更点】 

「メタルクラッド開閉装

置等」について対象を明

確にした。 

③ P10 から 

⑤ P11 から 

④ P11 から 
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５  非常用電源設備及びその

附属設備は、多重性を確保

し、及び独立性を確保し、そ

の系統を構成する機械又は器

具の単一故障が発生した場合

であっても、運転時の異常な

過渡変化時又は設計基準事故

時において安全上重要な施設

及び設計基準事故に対処する

ための設備がその機能を保す

るために十分な容量を有する

ものでなければならない。⑤—

1,⑤—2,⑤—3,⑤—4,⑤—5,⑤—6,

⑤—7,⑤—8,⑤—9,⑤—10,⑤—11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設の非常用電源設備及びそ

の附属設備（非常用所内電源設備（非

常用ディーゼル発電機，非常用蓄電

池，燃料貯蔵設備等）及び安全上重要

な施設への電力供給設備（非常用メタ

ルクラッド開閉装置，非常用パワーセ

ンタ，非常用モータコントロールセン

タ，ケーブル））は，多重性を確保

し，及び独立性を確保し,その系統を構

成する機械又は器具の単一故障が発生

した場合であっても，運転時の異常な

過渡変化時又は設計基準事故時におい

て安全上重要な施設及び設計基準事故

に対処するための設備がその機能を確

保するため，７日間の外部電源喪失を

仮定しても非常用ディーゼル発電機の

連続運転により電力を供給できる設計

とする。⑤—1 

 

非常用ディーゼル発電機の燃料を貯

蔵する燃料貯蔵設備（耐震Ｓクラス）

は，７日分の連続運転に必要な容量以

上の燃料を事業所内に貯蔵できる設計

とする。⑤—2 

 

 

 

 

 

 保安電源設備は受電開閉設備，変圧

器，所内高圧系統，所内低圧系統，デ

ィーゼル発電機，直流電源設備，計測

制御用電源設備及びケーブルで構成す

る設計とする。 

 

 

 

非常用電源建屋は，地上２階，地下

１階の建物とする設計とする。 

 

 

 

 

 

 

再処理施設に接続する電線路のうち少

なくとも２回線は，電力系統と非常用所

内電源系統とを接続する外部電源系統を

２つ以上設ける設計とすることにより，

再処理施設において受電可能な設計と

し，かつ，それにより再処理施設を電力

系統に連系する設計とする。④—2 

 

再処理施設の非常用電源設備及びその

附属設備（非常用所内電源設備（非常用

ディーゼル発電機，非常用蓄電池，燃料

貯蔵設備等）及び安全上重要な施設への

電力供給設備（非常用メタルクラッド開

閉装置，ケーブル等））は，多重性を確

保し，及び独立性を確保し,その系統を

構成する機械又は器具の単一故障が発生

した場合であっても，運転時の異常な過

渡変化時又は設計基準事故時において安

全上重要な施設及び設計基準事故に対処

するための設備がその機能を確保するた

め，７日間の外部電源喪失を仮定しても

非常用ディーゼル発電機の連続運転によ

り電力を供給できる設計とする。⑤—1 

 

 

 

 

非常用ディーゼル発電機の燃料を貯蔵

する燃料貯蔵設備（耐震Ｓクラス）は，

７日分の連続運転に必要な容量以上の燃

料を事業所内に貯蔵できる設計とする。

⑤—2 

 

 

リ．その他再処理設備の附属施設の構

造及び設備 

(１) 動力装置及び非常用動力装置の

構造及び設備 

(ⅰ) 電気設備 

(ａ) 構 造 

(イ) 設計基準対象の施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きるよう，送電線引留部の外観確認が可

能な設計とする。◇7  

 

 

第４項について 

再処理施設に接続する電線路のうち少

なくとも２回線は，電力系統と非常用所

内電源系統とを接続する外部電源系統を

少なくとも２つ以上設けることにより，

当該再処理施設において受電可能な設計

とし，かつ，それにより当該再処理施設

を電力系統に連系する設計とする。 

また，154ｋＶ送電線は，約３ｋｍ離

れた東北電力ネットワーク株式会社六ヶ

所変電所に連系する設計とする。◇1  

 

第５項について 

再処理施設の第１非常用ディーゼル発

電機及びその附属設備は，多重性及び独

立性を考慮し，必要な容量のものを使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋内の各々異なる

区画に２台備え，それぞれ 6.9ｋＶ非常

用母線に接続する設計とする。第２非常

用ディーゼル発電機及びその附属設備

は，多重性及び独立性を考慮し，必要な

容量のものを非常用電源建屋内の各々異

なる区画に２台備え，それぞれ 6.9ｋＶ

非常用主母線に接続する設計とする。ま

た，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び非

常用電源建屋に非常用ディーゼル発電機

用として，燃料貯蔵設備をそれぞれ各々

異なる区画に２系統を設置し，多重性及

び独立性を確保する設計とする。◇1  

 

非常用直流電源設備として，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋に第１非常用直流電

源設備（110Ｖ）を，その他非常用所内

電源を必要とする建物ごとに第２非常用

直流電源設備（110Ｖ）を，さらに制御

建屋に第２非常用直流電源設備（220

Ｖ）をそれぞれ２系統ずつ，各々異なる

区画に設置し，多重性及び独立性を確保

する設計とする。◇1  

 

これらにより，いずれか１系統の単一

故障が発生した場合でも，残りの系統に

より安全上重要な施設及び設計基準事故

に対処するための設備の機能を確保する

容量を有する設計とする。◇1  

設計基準事故に対処するために必要な

非常用ディーゼル発電機等の連続運転に

必要とする燃料を貯蔵する設備として，

第１非常用ディーゼル発電機用に重油タ

 

 

 

 

 

 

 

 

非常用電源設備及びその付属設備は，

多重性又は多様性を確保し，及び独立性

を確保し，その系統を構成する機械又は

器具の単一故障が発生した場合であって

も，運転時の異常な過渡変化時又は設計

基準事故時において，工学的安全施設及

び設計基準事故に対処するための設備が

その機能を確保するために十分な容量を

有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④—2（P1へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「非常用所内電源設備（非

常用ディーゼル発電機，非

常用蓄電池，燃料貯蔵設備

等）」の示す内容は非常用

ディーゼル発電機を動作さ

せる附属設備の総称として

の記載であることから許可

の記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

「非常用メタルクラッド開

閉装置等」について対象を

明確にした。 

【許可からの変更点】 

電気設備のうち保安電源設

備について，冒頭で設備の

構成を明確にした。 

⑥ P5 から 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

許可本文の記載を受け

て，電気設備を主とし

て設置している建屋を

示すため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉は多重性又

は多様性と要求が

あるが，再処理施

設は多様性の要求

は無く多重性のみ

の要求であるた

め。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

法令に基づく用語

が異なるため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では十分

な容量を７日間と定

めているため。 
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7.1.1.1受電開閉設備 

再処理施設の電力は，外部から 154ｋ

Ｖ送電線２回線で受電し，所要の電圧

に降圧し再処理施設へ給電する設計と

する。④—3 

 

送電線２回線の停止時に備えて，非

常用ディーゼル発電機，非常用蓄電

池，燃料貯蔵設備等で構成する非常用

電源設備及びその附属設備を設置する

設計とする。①—2 

 

受電開閉設備は，廃棄物管理施設及

びＭＯＸ燃料加工施設と共用する設計

とする。⑦—1 

 

受電開閉設備は，廃棄物管理施設及

びＭＯＸ燃料加工施設との共用によっ

て安全機能を有する施設への電力の供

給が停止することがないよう，廃棄物

管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設への

給電を考慮しても十分な容量を有する

ことから，共用によって再処理施設の

安全性を損なわない設計とする。⑦—2 

 

7.1.1.2 変圧器 

受電開閉設備で受電し，受電変圧器

を通して 6.9ｋＶに降圧した後，再処理

施設へ給電する設計とする。⑥—1 

 

受電変圧器は，廃棄物管理施設及び

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する設計と

する。⑦—3 

 

受電変圧器は，廃棄物管理施設及び

ＭＯＸ燃料加工施設との共用によって

安全機能を有する施設への電力の供給

が停止することがないよう，MOX 燃料

加工施設及び廃棄物管理施設への給電

を考慮しても十分な容量を有すること

から，共用によって再処理施設の安全

性を損なわない設計とする。⑦—4 

 

7.1.1.3所内高圧系統 

非常用の所内高圧系統（メタルクラ

ッド開閉装置で構成）は，高圧主母線

及び高圧母線で構成し，多重性を持た

せた２系統の母線で安全上重要な負荷

等に給電する設計とする。⑥—2 

また，動力用変圧器を通して降圧

し，非常用の所内低圧系統（パワーセ

ンタ及びモータコントロールセンタで

再処理施設の電力は，外部から154ｋ

Ｖ送電線２回線で受電し，所要の電圧に

降圧し再処理施設へ給電する設計とす

る。④—3 

 

 

送電線２回線の停止時に備えて，非常

用ディーゼル発電機，非常用蓄電池，燃

料貯蔵設備等で構成する非常用電源設備

及びその附属設備を設置する。①—2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ンクを，第２非常用ディーゼル発電機用

に燃料油貯蔵タンクを設置し，それぞれ

７日間の連続運転に必要な容量以上の燃

料を貯蔵する設計とする。◇1  

 

9.2 電気設備 

9.2.1 設計基準対象の施設 

9.2.1.1 概要 

 再処理施設は，安全上重要な施設がそ

の機能を維持するために必要となる電力

を当該安全上重要な施設に供給するた

め，154ｋＶ送電線２回線で電力系統に

連系した設計とする。◇1  

 

電線路のうち少なくとも２回線は，電

力系統と非常用所内電源系統とを接続す

る外部電源系統を２つ以上設ける設計と

することにより，当該再処理施設におい

て受電可能な設計とし，かつ，それによ

り当該再処理施設を電力系統に連系する

設計とする。◇1  

 

154ｋＶ送電線は，１回線停止時にお

いても再処理施設及び当該送電線を共用

する施設のいずれも運転可能な送電能力

を有する設計とする。◇1  

再処理施設の電力は，東北電力ネット

ワーク株式会社電力系統の 154ｋＶ送電

線２回線（約 30ｋｍ先の上北変電所か

ら六ヶ所変電所を経由）から【◇1 】受電

開閉設備で受電し，受電変圧器を通して

6.9ｋＶに降圧した後，再処理施設へ給

電する設計とする。⑥—1 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

並びに非常用電源建屋に非常用ディーゼ

ル発電機を設けるとともに，安全上重要

な施設を有する建屋に非常用蓄電池を設

ける設計とする。◇1  

 

保安電源設備は，安全機能を有する施

設への電力の供給が停止することがない

よう，機器の損壊，故障その他の異常を

検知するとともに，その拡大を防止でき

るよう，遮断器により故障箇所を隔離

し，故障による影響を局所化し，他の安

全機能への影響を限定できる構成とす

る。◇1  

 

外部電源に直接接続している受電変圧

器の一次側において３相のうち１相の電

路の開放が発生した場合，系統の電圧低

下の警報により使用している受電変圧器

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 非常用電源設備の電源系統 

1.1 非常用電源系統 

非常用高圧母線（メタルクラッド開閉

装置で構成）は，多重性を持たせ，3 系

統の母線で構成し，工学的安全施設に関

係する高圧補機と発電所の保安に必要な

高圧補機へ給電する設計とする。 

 

また，動力変圧器を通して降圧し，非

常用低圧母線（パワーセンタ及びモータ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦—1（P10から） 

 

 

 

 

⑦—2（P7から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦—3（P10から） 

 

 

 

 

 

 

⑦—4（P7から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥—2（P6から） 

 

 

 

【許可からの変更点】 

電気設備の構成について 

所内高圧系統の構成につい

て明確に記載した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は第十六条

５項の要求で電気設備

の一部を廃棄物管理施

設及びＭＯＸ燃料加工

施設と共用するため。 
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構成）へ給電する設計とする。⑥—3 

常用及び運転予備用の所内高圧系統

は，主母線として，常用主母線及び運

転予備用主母線で構成し，母線とし

て，常用母線及び運転予備用母線で構

成し，給電する設計とする。それぞれ

の母線から動力変圧器を通して降圧

し，常用及び運転予備用の所内低圧系

統（パワーセンタ及びモータコントロ

ールセンタで構成）へ給電する設計と

する。⑥—4 

 

所内高圧系統の一部は，廃棄物管理

施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る設計とする。⑦—5 

 

所内高圧系統の一部は，廃棄物管理

施設及びＭＯＸ燃料加工施設との共用

によって安全機能を有する施設への電

力の供給が停止することがないよう，

機器の損壊，故障その他の異常を検知

した場合，常用主母線又は運転予備用

主母線の遮断器により故障箇所を隔離

し，故障による影響を局所化し，他の

安全機能への影響を限定することか

ら，共用によって再処理施設の安全性

を損なわない設計とする。⑦—6 

 

また，所内高圧系統のうち廃棄物管

理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用

する所内高圧系統は，共用する負荷が

接続されているが，共用する負荷を新

たに追加するものではないため必要と

なる容量が増加するものではないこと

から，共用によって再処理施設の安全

性を損なわない設計とする。⑦—7 

 

7.1.1.4 所内低圧系統 

非常用の所内低圧系統は，低圧母線

で構成し，多重性を持たせた２系統の

母線で安全上重要な負荷等に給電する

設計とする。⑥—5 

常用及び運転予備用の所内低圧系統

は，低圧母線で構成し，安全機能を有

する負荷等に給電する設計とする。⑥—

6 

 

所内低圧系統の一部は，廃棄物管理

施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る設計とする。⑦—8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が自動で切り替わる設計とする。◇7  

 

また，受電変圧器が自動で切り替わら

ない場合には手動にて受電変圧器の切替

えを実施する設計とする。なお，受電変

圧器の切替えが実施できない場合には，

手動にて１相開放故障が発生した受電変

圧器を切り離すことにより，ディーゼル

発電機を起動させ，安全機能を有する施

設に電力を供給し，再処理施設の非常用

所内電源系統を安定状態に移行させる設

計とする。◇7  

 

母線構成は，極力簡単にし，母線の切

替操作を容易，かつ，信頼性の高いもの

にするとともに，誤操作を防止するため

の措置を講ずる。非常用所内電源系統に

は，必要に応じ環境の条件を模擬した試

験により健全性を確認したものを使用す

る設計とする。◇5  

 

非常用所内電源系統は，再処理施設の

運転中又は停止中に定期的に試験及び検

査ができるとともに，その安全機能を健

全に維持するための適切な保守及び修理

ができる設計とする。◇5  

 

非常用電源設備及びその附属設備は，

多重性及び独立性を確保する設計とす

る。具体的には，独立した２箇所に非常

用電源設備及びその附属設備を設置し，

それぞれ必要な容量を有する非常用ディ

ーゼル発電機に接続する設計とするとと

もに，非常用の直流電源設備を独立した

２箇所に設置する設計とする。◇1  

 

非常用所内電源系統は，安全上重要な

負荷等への電源として，電気的及び物理

的に相互に分離独立した電源を確保し，

共通原因により機能を失うことなく，少

なくとも１系統は機能の維持及び人の接

近性を確保できる設計とする。非常用所

内電源系統のみの運転下又は外部電源系

統のみの運転下で，単一故障を仮定して

も，安全上重要な施設の安全機能を失う

ことのない設計とする。◇1  

 

これらにより，その系統を構成する機

器の単一故障が発生した場合にも，機能

が確保できる設計とする。なお，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋には第１非常用デ

ィーゼル発電機及び第１非常用蓄電池

を，再処理施設（使用済燃料の受入れ施

コントロールセンタで構成）へ給電す

る。 

非常用低圧母線も同様に多重性を持た

せ3 系統の母線で構成し，工学的安全施

設に関係する低圧補機と発電所の保安に

必要な低圧補機へ給電する設計とする。 

また，高圧及び低圧母線等で故障が発

生した際は，遮断器により故障箇所を隔

離できる設計とし，故障による影響を局

所化できるとともに，他の安全施設への

影響を限定できる設計とする。 

さらに，非常用所内電源系からの受電

時の母線切替操作が容易な設計とする。 

これらの母線は，独立性を確保し，そ

れぞれ区画分離された部屋に配置する設

計とする。 

 

原子炉緊急停止系並びに工学的安全施設

に関係する多重性を持つ動力回路に使用

するケーブルは，負荷の容量に応じたケ

ーブルを使用し，多重化したそれぞれの

ケーブルについて相互に物理的分離を図

る設計とするとともに制御回路や計装回

路への電気的影響を考慮した設計とす

る。 

 

 

2. 交流電源設備 

2.1 非常用交流電源設備 

 

発電用原子炉施設は，重要安全施設が

その機能を維持するために必要となる電

力を当該重要安全施設に供給するため，

電力系統に連系した設計とする。 

 

 

発電用原子炉施設には，電線路及び当

該発電用原子炉施設において常時使用さ

れる発電機からの電力の供給が停止した

場合において発電用原子炉施設の安全性

を確保するために必要な装置の機能を維

持するため，内燃機関を原動力とする非

常用電源設備を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥—3（P6から） 

 

 

 

 

 

 

⑥—4（P6から） 

 

 

 

 

 

⑦—5（P10から） 

 

 

 

 

 

 

⑦—6（P7から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦—7（P7から） 

 

 

 

 

 

 

 

⑥—5（P6から） 

 

 

 

 

⑥—6（P6から） 

 

 

⑦—8（P10から） 

 

 

 

 

① P1 へ 

② P1 へ 

【許可からの変更点】 

電気設備の構成について 

所内低圧系統の構成につい

て明確に記載した。 

⑧ P9 へ 
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所内低圧系統のうち廃棄物管理施設

及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する所

内低圧系統は，共用する負荷が接続さ

れているが，共用する負荷を新たに追

加するものではないため必要となる容

量が増加するものではないことから，

共用によって再処理施設の安全性を損

なわない設計とする。⑦—9 

 

 

7.1.1.5ディーゼル発電機 

非常用ディーゼル発電機として，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋に第１非常

用ディーゼル発電機を，非常用電源建

屋に第２非常用ディーゼル発電機を設

置する設計とする。①—3 

また，ユーティリティ建屋に運転予

備用ディーゼル発電機を，第２ユーテ

ィリティ建屋に第２運転予備用ディー

ゼル発電機を設置する設計とする。⑥—

7 

 

外部電源が完全に喪失した場合で

も，第１非常用ディーゼル発電機で使

用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施

設の安全を確保するための負荷に対し

て給電可能な設計とする。①—4 

また，第２非常用ディーゼル発電機

で再処理施設（使用済燃料の受入れ及

び貯蔵に必要な施設を除く。）の安全

を確保するための負荷に対して給電可

能な設計とする。①—5 

 

なお，運転予備用ディーゼル発電機

からユーティリティ建屋の運転予備用

主母線，第２運転予備用ディーゼル発

電機から第２ユーティリティ建屋の運

転予備用主母線に給電できる設計とす

る。⑥—8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常用ディーゼル発電機として，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋に第１非常用デ

ィーゼル発電機を，非常用電源建屋に第

２非常用ディーゼル発電機を設置する。

①—3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設及び貯蔵施設を除く。）には第２非常

用ディーゼル発電機及び第２非常用蓄電

池を各々異なる区画に設置する設計とす

る。◇1  

 

非常用ディーゼル発電機は，７日間の

外部電源喪失を仮定しても電力を供給で

きるよう，７日間以上連続運転できる燃

料貯蔵設備を敷地内に設け，非常用ディ

ーゼル発電機の燃料油系により，運転時

に連続して燃料を供給できる設計とす

る。◇1  

 

再処理施設の電源構成について，6.9

ｋＶ主母線は，常用４母線，運転予備用

４母線及び非常用２母線で構成し，6.9

ｋＶ母線は，常用 11母線，運転予備用

９母線及び非常用９母線で構成する。ま

た，460Ｖ母線は，常用 27母線，運転予

備用 23母線及び非常用 19母線で構成す

る。⑥—2，⑥—3, ⑥—4, ⑥—5，⑥—6 

 

 

再処理施設内の機器は，安全上重要な

負荷等とその他の機器で電源が必要な機

器（以下「一般負荷」という。）に分

け，それぞれ非常用母線，常用母線に接

続する設計とする。また，一般負荷のう

ち運転機能保護のために必要な負荷（以

下「運転予備負荷」という。）は，運転

予備用母線に接続する設計とする。◇9  

 

ディーゼル発電機は，非常用４台及び

運転予備用２台で構成する設計とする。

◇8  

 

直流電源設備は，非常用 20系統及び常

用 31系統で構成する。計測制御用交流

電源設備は，非常用の無停電交流母線

16母線及び計測母線 10母線並びに常用

の無停電交流母線 22母線及び計測母線

18母線で構成する設計とする。⑥—9，

⑥—10，⑥—11，⑥—12，⑥—13 

 

電気設備は，上記設備の他に照明及び

作業用電源設備，ケーブル及び電線路で

構成する設計とする。◇9  

 

東北電力ネットワーク株式会社電力系

統の 154ｋＶ送電線２回線から受電開閉

設備で受電し，受電変圧器を通して再処

理施設に給電を行っているが，当該電気

設備のうち，受電開閉設備，ユーティリ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電用原子炉施設の安全性を確保する

ために必要な装置（非常用電源設備及び

その燃料補給設備，使用済燃料プールへ

の補給設備，原子炉格納容器内の圧力，

温度，酸素・水素濃度，放射性物質の濃

度及び線量当量率の監視設備並びに中央

制御室外からの原子炉停止設備）は，内

燃機関を原動力とする非常用電源設備の

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）から

の電源供給が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常用電源設備及びその付属設備は，

多重性又は多様性を確保し，及び独立性

を確保し，その系統を構成する機械又は

器具の単一故障が発生した場合であって

も，運転時の異常な過渡変化時又は設計

基準事故時において，工学的安全施設及

び設計基準事故に対処するための設備が

その機能を確保するために十分な容量を

有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦—9（P7から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥—7（P15から） 

 

①—4（P10，11から） 

⑥—2（P4へ） 

⑥—3（P5へ） 

⑥—4（P5へ） 

⑥—5（P5へ） 

⑥—6（P5へ） 

①—5（P11から） 

 

 

 

 

⑥—8（P15，18，19か

ら） 

 

 

⑥—9（P8へ） 

⑥—10（P8へ） 

⑥—11（P9へ） 

⑥—12（P9へ） 

⑥—13（P9へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

運転予備用ディーゼル発電

機の設置場所について明確

に記載した。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉特有であ

り，再処理施設の

設備構成に該当し

ないことから，記

載しない。 

⑥ P3 へ 

【許可からの変更点】 

安全を確保するための負荷

にモニタリングポストも含

んでいることから，記載し

ない。 

【許可からの変更点】 

運転予備用ディーゼル発電

機及び第２運転予備用ディ

ーゼル発電機の構成を明確

にした。 

（再処理の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉とは設備構成が

異なり，再処理施設に

は運転予備用のディー

ゼル発電機及び第２運

転予備用ディーゼル発

電機があるため。 

（再処理の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉とは設備構成が

異なり，再処理施設に

は運転予備用のディー

ゼル発電機及び第２運

転予備用ディーゼル発

電機があるため。 
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非常用ディーゼル発電機は,非常用所

内電源系統低電圧信号で起動し，設計

基準事故における安全上重要な施設の

設備の作動開始時間を満足する時間で

ある 15秒以内に電圧を確立した後は，

各非常用主母線に接続し，負荷に給電

する設計とする。①—6 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料貯蔵設備として，第１非常用デ

ィーゼル発電機用に重油タンクを，第

２非常用ディーゼル発電機用に燃料油

貯蔵タンクを設置する設計とする。⑤—

3 

 

重油タンク及び燃料油貯蔵タンク

は，７日間の外部電源喪失を仮定して

も，設計基準事故に対処するために必

要な第１非常用ディーゼル発電機及び

第２非常用ディーゼル発電機をそれぞ

れ７日間運転することにより必要とす

る電力を供給できる容量以上の燃料を

事業所内に貯蔵する設計とする。⑤—4 

 

ディーゼル発電機の一部は，廃棄物

管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共

用する設計とする。⑦—10 

 

ディーゼル発電機のうちＭＯＸ燃料

加工施設と共用する第１非常用ディー

ゼル発電機及びその燃料を供給する重

油タンクは，共用する負荷が接続され

ているが，共用する負荷を新たに追加

するものではないため必要となる容量

が増加するものではないことから，共

用によって再処理施設の安全性を損な

わない設計とする。⑦—11 

 

ディーゼル発電機のうちＭＯＸ燃料

加工施設と共用する第２運転予備用デ

ィーゼル発電機及びその燃料を供給す

る燃料貯蔵設備は，ＭＯＸ燃料加工施

設との共用によって安全機能を有する

施設への電力の供給が停止することが

ないよう，ＭＯＸ燃料加工施設への給

電を考慮しても十分な容量を有するこ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに，燃料貯蔵設備として，第１非

常用ディーゼル発電機用に重油タンク

を，第２非常用ディーゼル発電機用に燃

料油貯蔵タンクを設置する。⑤—3 

 

 

重油タンク及び燃料油貯蔵タンクは，

７日間の外部電源喪失を仮定しても，設

計基準事故に対処するために必要な第１

非常用ディーゼル発電機２台及び第２非

常用ディーゼル発電機２台をそれぞれ７

日間運転することにより必要とする電力

を供給できる容量以上の燃料を事業所内

に貯蔵する設計とする。⑤—4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ティ建屋の１号受電変圧器及び２号受電

変圧器，所内高圧系統のうち 6.9ｋＶ常

用主母線を廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃

料加工施設と共用し，給電を行う設計と

する。◇1  

 

また，受電開閉設備，第２ユーティリ

ティ建屋の３号受電変圧器及び４号受電

変圧器，所内高圧系統並びに第２運転予

備用ディーゼル発電機をＭＯＸ燃料加工

施設と共用し，給電を行う設計とする。

なお，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する放

射線監視設備のモニタリングポストは，

第１非常用ディーゼル発電機を非常用電

源とする設計とすることから，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ

常用母線，6.9ｋＶ非常用母線，460Ｖ非

常用母線，第１非常用ディーゼル発電機

及びその燃料を供給する重油タンクにつ

いても，ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る。◇1  

 

また，再処理施設は廃棄物管理施設及

びＭＯＸ燃料加工施設との共用によって

安全機能を有する施設への電力の供給が

停止することがないよう，機器の損壊，

故障その他の異常を検知した場合，常用

主母線又は運転予備用主母線の遮断器に

より故障箇所を隔離し，故障による影響

を局所化し，他の安全機能への影響を限

定するとともに，受電変圧器について

は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工

施設への給電を考慮しても十分な容量を

有することから，共用によって再処理施

設の安全性を損なわない設計とする。⑦

—2，⑦—4，⑦—6，⑦—7，⑦—9，⑦—11，

⑦—12，⑦—13 

 

照明設備は通常時に使用する照明の他

に，安全避難通路にその位置を明確かつ

恒久的に表示することにより容易に識別

でき，照明用の電源が喪失した場合にお

いても機能を損なわない避難用照明と設

計基準事故が発生した場合において，昼

夜及び場所を問わず事故対策のための作

業が生じた場合に作業が可能となるよ

う，避難用の照明とは別に作業用照明を

設ける設計とする。また，現場作業の緊

急性との関連において，仮設照明の準備

に時間的猶予がある場合には，可搬型照

明を活用する設計とする。◇3  

 

 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）

は，非常用高圧母線低電圧信号又は非常

用炉心冷却設備作動信号で起動し，設置

（変更）許可を受けた原子炉冷却材喪失

事故における工学的安全施設の設備の作

動開始時間を満足する時間である10 秒

以内に電圧を確立した後は，各非常用高 

圧母線に接続し，負荷に給電する設計と

する。 

設計基準事故時において，発電用原子

炉施設に属する非常用所内電源設備及び

その付属設備は，発電用原子炉ごとに単

独で設置し，他の発電用原子炉施設と共

用しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

7 日間の外部電源喪失を仮定しても，

設計基準事故に対処するために必要な非

常用ディーゼル発電機1台及び高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機1 台を7 日

間並びに常設代替高圧電源装置2 台を1 

日間運転することにより必要とする電力

を供給できる容量以上の燃料を敷地内の

軽油貯蔵タンクに貯蔵する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①—6（P11から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦—2（P4へ） 

⑦—4（P4へ） 

⑦—6（P5へ） 

⑦—7（P5へ） 

⑦—9（P6へ） 

⑦—12（P8へ） 

⑦—13（P8へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

非常用ディーゼル発電機か

らの給電に係る時間の説明

を明確に記載したため。 

⑦ P10 から 

⑨ P10 から 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉と再処理施設で

は，設計基準事故対処

に必要な時間が異なる

ため。 
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とから，共用によって再処理施設の安

全性を損なわない設計とする。⑦—12 

 

ディーゼル発電機のうち廃棄物管理

施設と共用する運転予備用ディーゼル

発電機及びその燃料を供給する燃料貯

蔵設備は，共用する負荷が接続されて

いるが，共用する負荷を新たに追加す

るものではないため必要となる容量が

増加するものではないことから，共用

によって再処理施設の安全性を損なわ

ない設計とする。⑦—13 

 

7.1.1.6直流電源設備 

再処理施設の安全性を確保するため

に特に必要な設備に対し，直流電源設

備を設置する設計とする。①—1 

非常用蓄電池として，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に第１非常用蓄電池

を，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設以外の建屋で非常用電源を必要と

する建屋に第２非常用蓄電池を設置す

る設計とする。①—7 

非常用の直流電源設備は，安全上重

要な負荷のうち，平常時及び異常時の

監視制御用に，常に電源を必要とする

負荷に給電するための非常用所内電源

として，蓄電池及び充電器で構成し，

給電する設計とする。⑥—9 

 

非常用の直流電源設備は，短時間の

全交流動力電源の喪失に対して監視制

御機能を確保できる設計とする。①—2 

 

 

常用の直流電源設備として，蓄電池

及び充電器で構成する設計とする。⑥—

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，非常用蓄電池として，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋に第１非常用蓄電池

を，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設以外の建屋で非常用電源を必要とする

建屋に第２非常用蓄電池を設置する。①

—7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1.2 設計方針 

電気設備の設計に際しては，平常時，

異常時を問わず，所内電源の完全な喪失

を招くことなく，再処理施設の安全性を

確保し得るよう，次のような方針で設計

する。 

(１) 一般負荷及び安全上重要な負荷

への電源を確保できる設計とする。◇1  

 

(２) 安全上重要な施設の安全機能を

確保するための必要な電源として，外部

電源系統及び非常用所内電源系統を有す

る設計とする。◇1  

 

ａ．再処理施設の外部電源系統は，受

電可能な 154ｋＶ送電線２回線に連系す

る設計とする。また，当該送電線は，１

回線停止時においても再処理施設及び当

該送電線を共用する施設のいずれも運転

可能な送電能力を有する設計とする。送

電線は，再処理施設内開閉所の外の電力

系統のことをいう。◇1  

 

ｂ．非常用電源設備及びその附属設備

は，多重性及び独立性を確保する設計と

する。具体的には，独立した２箇所に非

常用電源設備及びその附属設備を設置

し，それぞれ必要な容量を有する非常用

ディーゼル発電機に接続する設計とする

とともに，非常用の直流電源設備を独立

した２箇所に設置する設計とする。ま

た，非常用ディーゼル発電機は，７日間

の外部電源喪失を仮定しても電力を供給

できるよう，７日間以上連続運転できる

燃料貯蔵設備を設け，非常用ディーゼル

発電機の燃料油系に接続することによ

り，運転時に連続して燃料を供給できる

設計とする。非常用電源設備及びその附

属設備は，非常用所内電源設備（非常用

ディーゼル発電機，非常用蓄電池，燃料

貯蔵設備等）及び安全上重要な施設への

電力供給設備（安全上重要な施設へ電力

を供給するメタルクラッド開閉装置，パ

ワーセンタ，モータコントロールセン

タ，ケーブル等）のことであり，一連の

設備を非常用所内電源系統という。◇1  

 

(３) 非常用所内電源系統は，安全上

重要な負荷への電源として，電気的及び

物理的に相互に分離独立した電源を確保

し，共通原因により機能を失うことな

く，少なくとも１系統は機能の維持及び

人の接近性を確保できる設計とする。◇1  

3. 直流電源設備及び計測制御用電源設

備 

3.1 常設直流電源設備 

設計基準対象施設の安全性を確保する

上で特に必要な設備に対し，直流電源設

備を施設する設計とする。 

直流電源設備は，全交流動力電源喪失

時から重大事故等に対処するために必要

な電力の供給が常設代替交流電源設備か

ら開始されるまでの約95 分を包絡した

約8 時間に対し，発電用原子炉を安全に

停止し，かつ，発電用原子炉の停止後に

炉心を冷却するための設備が動作すると

ともに，原子炉格納容器の健全性を確保

するための設備が動作することができる

よう，これらの設備の動作に必要な容量

を有する蓄電池（非常用）を設ける設計

とする。 

 

 

非常用の直流電源設備は，直流125V 3 

系統及び直流±24V 2 系統の蓄電池，充

電器，直流125V 主母線盤及び直流125V 

コントロールセンタ等で構成する。これ

らの125V 系3 系統のうち1 系統及び±

24V 系2系統のうち1 系統が故障しても

発電用原子炉の安全性は確保できる設計

とする。また，これらの系統は，多重性

及び独立性を確保することにより，共通

要因により同時に機能が喪失することの

ない設計とする。 

直流母線は125 V 及び±24 V であ

り，非常用直流電源設備5 組の電源の負

荷は，工学的安全施設等の制御装置，電

磁弁，非常用無停電計装分電盤に給電す

る非常用無停電電源装置等である。 

 

これらの位置的分散及び電路の独立性

によって，所内常設直流電源設備は非常

用交流電源設備に対して独立性を有する

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦—12（P7から） 

 

 

 

 

 

 

 

⑦—13（P7から） 

 

 

 

 

 

 

①—1（P1から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥—9（P6から） 

 

 

 

 

 

①—2（P9から） 

 

 

 

 

⑥—10（P6へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

電気設備の構成について 

非常用の直流電源設備の構

成について明確に記載し

た。 

【許可からの変更点】 

直流電源設備と計測制御用

電源設備の項目を分けて記

載したことから,「短時間

の全交流動力電源の喪失に

対して監視制御機能を確保

できる」を分割し，直流電

源設備と計測制御用電源設

備で記載した。 

【許可からの変更点】 

直流電源設備と計測制御用

電源設備の項目を分けて記

載したことから,「平常時

及び異常時の監視制御用と

して，直流電源設備及び計

測制御用交流電源設備を設

置する」を分割し，直流電

源設備と計測制御用電源設

備で記載した。 

【許可からの変更点】 

電気設備の構成について 

常用の直流電源設備の構成

について明確に記載した。 

【許可からの変更点】 

電気設備の設置について 

直流電源設備の設置につい

て，直流電源設備の冒頭に

て明確に記載した。 

（再処理の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉と再処理施設で

設備構成が異なるた

め。 
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7.1.1.7計測制御用交流電源設備 

 再処理施設の安全性を確保するため

に特に必要な設備に対し，非常用の計

測制御用交流電源設備を設置する設計

とする。①—1 

 

非常用の計測制御用交流電源設備

は，安全上重要な負荷のうち，平常時

及び異常時の監視制御用に電源を必要

とする負荷に給電するための非常用所

内電源として，無停電電源装置，非常

用無停電交流母線及び計測交流電源の

計測母線で構成し，給電する設計とす

る。⑥—11 

非常用の計測制御用交流電源設備

は，短時間の全交流動力電源の喪失に

対して監視制御機能を確保できる設計

とする。①—3 

非常用の計測制御用交流電源設備

は，外部電源喪失時に必要な電力の供

給が非常用ディーゼル発電機から開始

されるまでの間においても，非常用直

流電源設備である蓄電池（非常用）か

ら直流電源が供給されることにより，

非常用無停電交流電源盤に対し電力供

給を確保できる設計とする。⑥—12 

 

常用の計測制御用交流電源設備とし

て，無停電電源装置，無停電交流母線

及び計測交流電源の計測母線で構成

し，給電する設計とする。⑥—13 

 

安全上重要な施設に関係する動力回

路，制御回路及び計装回路のケーブル

は，その多重性及び独立性を確保する

ため，それぞれ相互に分離したケーブ

ルトレイ及び電線管を使用して敷設

し，相互に独立性を侵害することのな

い設計とする。⑤—3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 電気設備は，短時間の全交流動

力電源の喪失に対して監視制御機能を確

保できる設計とする。①—2,①—3 

 

(５) 電気設備は，非常用所内電源系

統のみの運転下又は外部電源系統のみの

運転下で，単一故障を仮定しても，安全

上重要な施設の安全機能を失うことのな

い設計とする。◇1  

 

(６) 再処理施設の安全機能を有する

施設へ電力を供給するための施設は，機

器の損壊，故障その他の異常を検知する

とともに，その拡大を防止できるよう，

遮断器により故障箇所を隔離し，故障に

よる影響を局所化し，他の安全機能への

影響を限定できる構成とする。【◇1 】ま

た，１相開放故障が発生した場合，系統

の電圧低下の警報，また，電圧低下が小

さい場合は，当直（運転員）が１相開放

故障に伴い生じる負荷の警報により，安

全機能を有する施設への電力の供給が不

安定になったことを検知し，手動にて給

電中の受電変圧器を切り離すことによ

り，非常用ディーゼル発電機を起動さ

せ，非常用母線に電力を供給し，再処理

施設の電源系統を安定状態に移行させる

設計とする。◇7  

 

(７) 母線構成は，極力簡単にし，母

線の切替操作を容易，かつ，信頼性の高

いものにするとともに，誤操作を防止す

るための措置を講ずる。◇5  

 

(８) 平常時及び異常時の監視制御用

として，直流電源設備及び計測制御用交

流電源設備を設置する設計とする。②—1 

 

 

(９) 再処理施設内ケーブル，ケーブ

ルトレイ，電線管及び電源盤の材料は，

可能な限り不燃性又は難燃性のものを使

用する設計とする。◇4  

 

(10) 建屋内に設置する変圧器は，乾

式を使用する設計とする。◇4  

 

(11) 非常用所内電源系統には，必要

に応じ環境の条件を模擬した試験により

健全性を確認したものを使用する設計と

する。◇5  

3.5 計測制御用電源設備 

設計基準対象施設の安全性を確保する

上で特に必要な設備に対し，計測制御用

電源設備として，無停電電源装置を施設

する設計とする。 

 

 

非常用の計測制御用電源設備は，計装

用主母線盤 2 母線及び計装用分電盤 3 

母線で構成する。 

非常用の計測制御用電源設備は，非常

用低圧母線と非常用直流母線に接続する

無停電電源装置及び計装用主母線盤等で

構成し，核計装の監視による発電用原子

炉の安全停止状態及び未臨界の維持状態

の確認が可能な設計とする。 

 

非常用の無停電電源装置は，外部電源

喪失及び全交流動力電源喪失時から重大

事故等に対処するために必要な電力の供

給が常設代替交流電源設備から開始され

るまでの間においても，非常用直流電源

設備である蓄電池（非常用）から直流電

源が供給されることにより，非常用無停

電計装分電盤に対し電力供給を確保する

設計とする。 

 

 

 

 

 

原子炉緊急停止系並びに工学的安全施

設に関係する多重性を持つ動力回路に使

用するケーブルは，負荷の容量に応じた

ケーブルを使用し，多重化したそれぞれ

のケーブルについて相互に物理的分離を

図る設計とするとともに制御回路や計装

回路への電気的影響を考慮した設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①—1（P1から） 

①—2（P8へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥—11（P6から） 

 

 

 

 

 

 

 

⑥—12（P6から） 

 

 

 

 

 

 

 

⑥—13（P6から） 

 

 

 

 

 

 

⑤—3（P24から） 

②—1（P1へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

外部電源喪失時に非常用

無停電電源装置及び非常

用直流電源設備から供給

される方針に変更はな

く，電源構成を明確にし

た。 

【許可からの変更点】 

「給電対象」について給電

する対象を明確にした。 

【許可からの変更点】 

電気設備の構成について 

非常用の計測制御用交流電

源設備の構成について明確

に記載した。 

【許可からの変更点】 

電気設備の構成について 

常用の計測制御用交流電源

設備の構成について明確に

記載した。 

【許可からの変更点】 

電気設備の設置について 

計測制御用交流電源設備の

設置について，計測制御用

交流電源設備の冒頭にて明

確に記載した。 

⑧ P5 から 

1778



別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第２９条 （保安電源設備）（10 / 27） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
さらに，燃料貯蔵設備として，第１非

常用ディーゼル発電機用に重油タンク

を，第２非常用ディーゼル発電機用に燃

料油貯蔵タンクを設置する。⑤—3 

 

重油タンク及び燃料油貯蔵タンクは，

７日間の外部電源喪失を仮定しても，設

計基準事故に対処するために必要な第１

非常用ディーゼル発電機２台及び第２非

常用ディーゼル発電機２台をそれぞれ７

日間運転することにより必要とする電力

を供給できる容量以上の燃料を事業所内

に貯蔵する設計とする。⑤—4 

 

 

非常用電源設備及びその附属設備は，

多重性を確保し，及び独立性を確保し，

その系統を構成する機械又は器具の単一

故障が発生した場合であっても，運転時

の異常な過渡変化時又は設計基準事故時

において安全上重要な施設及び設計基準

事故に対処するための設備がその機能を

確保するために７日間の外部電源喪失を

仮定しても，非常用ディーゼル発電機の

連続運転により電力を供給できる設計と

する。□1  

 

非常用所内電源系統を構成する第１非

常用ディーゼル発電機は，電源復旧まで

の期間，モニタリングポスト及びダスト

モニタに，給電できる設計とする。①—4 

 

モニタリングポスト及びダストモニタ

は，「チ．放射線管理施設の設備」に記

載する。□2  

 

電気設備の一部は，廃棄物管理施設及

びＭＯＸ燃料加工施設と共用し，再処理

施設の安全性を損なわない設計とする。

⑦—1，⑦—3，⑦—5，⑦—7，⑦—8 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の機器配

置概要図を第52図～第58図に示す。□4  

 

非常用電源建屋の機器配置概要図を第

179図～第182図に示す。□4  

 

(ｂ) 主要な設備 

(イ) 設計基準対象の施設 

１） 受電開閉設備（廃棄物管理施設及

びＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

回 線 ２ 回線 

電 圧 154 ｋＶ□3  

 

 

(12) 非常用所内電源系統は，再処理

施設の運転中又は停止中に定期的試験及

び検査ができるとともに，その安全機能

を健全に維持するための適切な保守及び

修理ができる設計とする。◇5  

 

(13)再処理施設の安全避難通路には，

その位置を明確かつ恒久的に表示するこ

とにより容易に識別できるように，避難

用照明として誘導灯及び非常灯を設ける

設計とする。◇3  

また，誘導灯及び非常灯は，外部電源

が喪失した場合においてもその機能を損

なわないように蓄電池を内蔵した設計と

する。◇3  

 

(14)再処理施設には，設計基準事故が

発生した場合において用いる作業用の照

明として，中央制御室並びに使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に運

転保安灯，直流非常灯又は蓄電池内蔵型

照明を設ける設計とする。◇3  

運転保安灯は，外部電源が喪失した場

合においてもその機能を損なわないよう

に，非常用ディーゼル発電機から電力を

供給する設計とする。◇4  

直流非常灯は非常用直流電源設備（非

常用蓄電池）に接続し，蓄電池内蔵型照

明は内蔵蓄電池を備えることにより，全

交流動力電源喪失時から重大事故等に対

処するために必要な電力の供給が重大事

故等対処設備から開始される前までの

間，その機能を損なわない設計とする。

◇3  

また，設計基準事故等において，想定

外の警報発報により現場作業が必要とな

った場合及びそのアクセスルートについ

ては，制御室に配備している可搬型照明

を活用する。◇3  

 

(15) 電気設備のうち使用済燃料の受

入れ及び貯蔵に係る設備は，再処理設備

本体の運転開始に先立ち使用できる設計

とする。◇12  

 

(16) 電気設備のうち第１非常用ディ

ーゼル発電機，その燃料を供給する燃料

貯蔵設備及び運転予備用ディーゼル発電

機の燃料貯蔵設備を除く，他施設と共用

する設備は，共用する施設において，機

器の破損，故障その他の異常を検知した

4. 燃料設備 

4.1 軽油貯蔵タンクから非常用ディーゼ

ル発電機等への給油 

7 日間の外部電源喪失を仮定しても，

設計基準事故に対処するために必要な非

常用ディーゼル発電機1台及び高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機1 台を7 日

間並びに常設代替高圧電源装置2 台を1 

日間運転することにより必要とする電力

を供給できる容量以上の燃料を敷地内の

軽油貯蔵タンクに貯蔵する設計とする。 

 

 

 

 

第２章 個別項目 

1. 保安電源設備 

1.1 発電所構内における電気系統の信頼

性確保 

1.1.1 機器の損壊，故障その他の異常の

検知と拡大防止 

安全施設へ電力を供給する保安電源設

備は，電線路，発電用原子炉施設におい

て常時使用される発電機，外部電源系及

び非常用所内電源系から安全施設への電

力の供給が停止することがないよう，発

電機，送電線，変圧器，母線等に保護継

電器を設置し，機器の損壊，故障その他

の異常を検知するとともに，異常を検知

した場合は，ガス絶縁開閉装置あるいは

メタルクラッド開閉装置等の遮断器が動

作することにより，その拡大を防止する

設計とする。 

 

 

 

 

特に，重要安全施設に給電する系統に

おいては，多重性を有し，系統分離が可

能である母線で構成し，信頼性の高い機

器を設置する。 

 

常用高圧母線（メタルクラッド開閉装

置で構成）は，7 母線で構成し，通常運

転時に必要な負荷を各母線に振り分け給

電する。それぞれの母線から動力変圧器

を通して降圧し，常用低圧母線（パワー

センタ及びモータコントロールセンタで

構成）へ給電する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①—4（P6へ） 

 

 

 

 

 

⑦—1（P4へ） 

⑦—3（P4へ） 

⑦—5（P5へ） 

⑦—8（P5へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ P1 へ 

① P1 へ 
⑨ P7 へ 
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２） 受電変圧器（廃棄物管理施設及び

ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

容 量 約90,000 ｋＶＡ（１号，２

号）（廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加

工施設と共用） 

約36,000ｋＶＡ（３号，４号）（ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用） 

電 圧 154ｋＶ／6.9ｋＶ 

台 数 ４ 台□3  

 

３） 第１非常用ディーゼル発電機（Ｍ

ＯＸ燃料加工施設と共用） 

台 数 ２ 台 

出 力 約4,400 ｋＷ／台□3  

起動時間 約15 秒①—6 

電源容量は，外部電源が完全に喪失した

場合でも，第１非常用ディーゼル発電機

１台で使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必

要な施設の安全を確保するための負荷に

対して給電可能なものとする。①—4 

 

４） 第２非常用ディーゼル発電機 

台 数 ２ 台 

出 力 約7,300 ｋＷ／台□3  

起動時間 約15 秒①—6 

電源容量は，外部電源が完全に喪失した

場合でも，第２非常用ディーゼル発電機

１台で再処理施設（使用済燃料の受入れ

及び貯蔵に必要な施設を除く。）の安全

を確保するための負荷に対して給電可能

なものとする。①—5 

 

５） 重油タンク（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用） 

基 数 ４ 基 

容 量 約130 ｍ３／基 

第１非常用ディーゼル発電機が７日間以

上連続運転できる燃料を貯蔵する。□3  

 

６） 燃料油貯蔵タンク 

基 数 ４ 基 

容 量 約165 ｍ３／基 

第２非常用ディーゼル発電機が７日間以

上連続運転できる燃料を貯蔵する。□3  

 

７） 第１非常用蓄電池 

種 類 鉛蓄電池（浮動充電方式） 

組 数 ２ 組 

容 量 第１非常用直流電源設備（110

Ⅴ）用約2,000Ａｈ／組 

蓄電池容量は，短時間の全交流動力電源

の喪失時においても，使用済燃料の受入

れ及び貯蔵に必要な施設の安全を確保す

場合には，6.9ｋＶ常用主母線又は 6.9

ｋＶ運転予備用主母線の遮断器が開放す

る設計とすることで，再処理施設に波及

的影響を与えることを防止する設計とす

るとともに，受電変圧器については，こ

れらの施設への給電を考慮しても十分な

容量を有する設計とすることで，共用に

よって再処理施設の安全性を損なわない

設計とする。◇11  

 

(17) 電気設備のうち他施設と共用す

る第１非常用ディーゼル発電機及びその

燃料を供給する燃料貯蔵設備は，共用に

よって再処理施設の安全性を損なわない

設計とする。◇1  

 

(18) 電気設備のうち他施設と共用す

る運転予備用ディーゼル発電機の燃料貯

蔵設備は，共用する施設において，故障

その他の異常が発生した場合でも，弁を

閉止することにより故障その他の異常に

よる影響を局所化し，故障その他の異常

が発生した施設からの波及的影響を防止

する設計とするとともに，他施設におけ

る使用を想定しても，再処理施設に十分

な燃料を供給できる容量を確保する設計

とすることで，共用によって再処理施設

の安全性を損なわない設計とする。◇11  

 

9.2.1.3 主要設備の仕様 

受電開閉設備，受電変圧器，非常用母

線，運転予備用母線及び常用母線，ディ

ーゼル発電機，直流電源設備，計測制御

用交流電源設備及び照明設備の設備仕様

を第 9.2－１表～第 9.2－７表にそれぞ

れ示す。また，ディーゼル発電機の燃料

貯蔵設備の設備仕様を第 9.2－８表～第

9.2－９表に示す。◇8  

電気設備のうち使用済燃料の受入れ及

び貯蔵に係る受電開閉設備，受電変圧

器，非常用母線，常用母線，ディーゼル

発電機，直流電源設備，計測制御用交流

電源設備，照明及び作業用電源設備，ケ

ーブル及び電線路は，再処理設備本体の

運転開始に先立ち使用できる設計とす

る。◇12  

 

9.2.1.4 主要設備 

電気設備のうち使用済燃料の受入れ及

び貯蔵に係る設備は，再処理設備本体の

運転開始に先立ち使用できる設計とす

る。◇12  

 

 

また，高圧及び低圧母線等で故障が発

生した際は，遮断器により故障箇所を隔

離できる設計とし，故障による影響を局

所化できるとともに，他の安全施設への

影響を限定できる設計とする。 

 

常用の直流電源設備は，蓄電池，充電

器，直流主母線盤等で構成する。 

常用の直流電源設備は，タービンの非

常用油ポンプ，発電機の非常用密封油ポ

ンプ等へ給電する設計とする。 

 

常用の計測制御用電源設備は，計装用

交流母線で構成する。 

 

常用電源設備の動力回路のケーブル

は，負荷の容量に応じたケーブルを使用

する設計とし，多重化した非常用電源設

備の動力回路のケーブルの系統分離対策

に影響を及ぼさない設計とするととも

に，制御回路や計装回路への電気的影響

を考慮した設計とする。 

 

 

1.1.2 1 相の電路の開放に対する検知及

び電力の安定性回復 

変圧器一次側において3 相のうちの1 

相の電路の開放が生じた場合に検知でき

るよう，変圧器一次側の電路は，電路を

筐体に内包する変圧器やガス絶縁開閉装

置等により構成し，3 相のうちの1 相の

電路の開放が生じた場合に保護継電器に

て自動で故障箇所の隔離及び非常用母線

の受電切替ができる設計とし，電力の供

給の安定性を回復できる設計とする。 

 

 

送電線において3 相のうちの1 相の電

路の開放が生じた場合，275kV 送電線は

1 回線での電路の開放時に，安全施設へ

の電力の供給が不安定にならないよう，

多重化した設計とする。また，電力送電

時，保護装置による3 相の電流不平衡監

視にて常時自動検知できる設計とする。

さらに保安規定に定めている巡視点検を

加えることで，保護装置による検知が期

待できない場合の１相開放故障や，その

兆候を早期に検知できる設計とする。 

154kV 送電線は，各相の不足電圧継電

器にて常時自動検知できる設計とする。 

275kV 送電線及び154kV 送電線におい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①—6（P7へ） 

 

①—4（P6へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

①—6（P7へ） 

①—5（P6へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ P2 へ 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉とは設備構

成が異なり，再処

理施設には常用の

電気設備に多重性

及び独立性の要求

はないため。 
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別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第２９条 （保安電源設備）（12 / 27） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
るための直流負荷に対して給電可能なも

のとする。□3  

 

８） 第２非常用蓄電池 

種 類 鉛蓄電池（浮動充電方式） 

組 数 18 組 

(第２非常用直流電源設備（110Ⅴ）用16

組，第２非常用直流電源設備（220Ⅴ）

用２組） 

容 量 第２非常用直流電源設備（110

Ⅴ）用 

約170 Ａｈ／組 １ 組 

約210 Ａｈ／組 １ 組 

約500 Ａｈ／組 ２ 組 

約1,200 Ａｈ／組 ２ 組 

約1,400 Ａｈ／組 ２ 組 

約1,800 Ａｈ／組 ２ 組 

約2,000 Ａｈ／組 ２ 組 

約2,200 Ａｈ／組 ２ 組 

約4,000 Ａｈ／組 ２ 組 

容 量 第２非常用直流電源設備（220

Ⅴ）用 

約1,400 Ａｈ／組 ２ 組 

蓄電池容量は，短時間の全交流動力電源

の喪失時においても，再処理施設（使用

済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設を

除く。）の安全を確保するための直流負

荷に対して給電可能なものとする。□3  

 

 

電気設備の一部は，廃棄物管理施設及

びＭＯＸ燃料加工施設と共用する。◇1  

 

9.2.1.4.1 受電開閉設備 

受電開閉設備は，第 9.2－１図に示す

ように，154ｋＶ送電線と受電変圧器を

接続する遮断器，断路器，母線及びケー

ブル等で構成する設計とする。◇9  

 

受電開閉設備は，廃棄物管理施設及び

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。◇1  

 

受電開閉設備の碍子部分の絶縁性を維

持するために洗浄が行える設計とする。

◇7  

9.2.1.4.2 変圧器 

再処理施設では，次のような変圧器を

使用する設計とする。 

受電変圧器 …… 受電電圧（154ｋ

Ｖ）を高圧母線電圧（6.9ｋＶ）に降圧

する。◇1  

 

動力用変圧器 … 高圧母線電圧（6.9

ｋＶ）を低圧母線電圧（460Ｖ）に降圧

する。◇1  

 

建屋内に設置する動力用変圧器は，火

災・防爆対策のため，乾式を使用する設

計とする。◇4  

 

受電変圧器は，廃棄物管理施設及びＭ

ＯＸ燃料加工施設と共用する。◇1  

 

外部電源に直接接続している受電変圧

器の一次側において３相のうちの１相の

電路の開放が生じた場合，安全機能を有

する施設への電力の供給が不安定になっ

たことを検知し，自動（地絡や過電流に

よる保護継電器の動作により）若しくは

手動操作で故障箇所の隔離又は非常用母

線の接続変更その他の異常の拡大を防止

する対策（手動操作による対策を含

む。）を行うことによって，安全機能を

有する施設への電力の供給が停止するこ

とのないように，電力供給の安定性を回

復できる設計とする。◇7  

 

9.2.1.4.3 所内高圧系統 

所内高圧系統は，受電変圧器，第１非

常用ディーゼル発電機（使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設用），第２非常用

ディーゼル発電機（再処理施設用。ただ

し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

て1 相の電路の開放を検知した場合は，

自動又は手動で故障箇所の隔離及び非常

用母線の受電切替ができる設計とし，電

力の供給の安定性を回復できる設計とす

る。 

 

1.2 電線路の独立性及び物理的分離 

 

発電用原子炉施設は，重要安全施設が

その機能を維持するために必要となる電

力を当該重要安全施設に供給するため，

電力系統に連系した設計とする。 

設計基準対象施設は，送受電可能な回

線として275kV 送電線（東京電力パワー

グリッド株式会社東海原子力線）1 ルー

ト2 回線及び受電専用の回線として

154kV 送電線（東京電力パワーグリッド

株式会社村松線・原子力1 号線）1 ルー

ト1 回線の合計2 ルート3 回線にて，電

力系統に接続する設計とする。 

275kV 送電線2 回線は，東京電力パワ

ーグリッド株式会社那珂変電所に連系す

る設計とする。また，154kV送電線1 回

線は，東京電力パワーグリッド株式会社

茨城変電所に連系し，さらに，上流側接

続先である東京電力パワーグリッド株式

会社那珂変電所に連系する設計とする。 

上記2 ルート3 回線の送電線の独立性

を確保するため，万一，送電線の上流側

接続先である東京電力パワーグリッド株

式会社那珂変電所が停止した場合でも，

外部電源系からの電力供給が可能となる

よう，東京電力パワーグリッド株式会社

の新筑波変電所から西水戸変電所及び茨

城変電所を経由するルートで本発電所に

電力を供給することが可能な設計とする

ことを確認する。 

また，東京電力パワーグリッド株式会

社那珂変電所が停止した場合の，東京電

力パワーグリッド株式会社の新筑波変電

所から本発電所への電力供給について

は，あらかじめ定められた手順，体制等

に基づき，昼夜問わず，確実に実施され

ることを確認する。 

なお，東京電力パワーグリッド株式会

社茨城変電所が停止した場合には，外部

電源系からの電力供給が可能となるよ

う，東京電力パワーグリッド株式会社那

珂変電所を経由するルートで本発電所に

電力を供給することが可能な設計とする

ことを確認する。 

設計基準対象施設は，電線路のうち少

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当該基本設計方針

の記載について，

発電炉においては

技術基準規則第四

十五条 4項の一部

（回線の独立

性）,5項及び 6

項の要求事項に対

するものである

が，再処理施設に

おける要求事項は

無いため。 
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別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第２９条 （保安電源設備）（13 / 27） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
設を除く。），運転予備用ディーゼル発

電機及び第２運転予備用ディーゼル発電

機から再処理施設へ給電するための高圧

主系統並びに高圧系統で構成する。◇9  

 

また，受電変圧器から廃棄物管理施

設，受電変圧器及び第２運転予備用ディ

ーゼル発電機からＭＯＸ燃料加工施設へ

も給電する設計とする。◇9  

 

(１) 高圧主系統（廃棄物管理施設及び

ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

高圧主系統は，6.9ｋＶで第9.2－１図

に示すように常用４母線，運転予備用４

母線及び非常用２母線の高圧主母線で構

成する。◇9  

 

ユーティリティ建屋の6.9ｋＶ常用主

母線は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する

放射線監視設備のモニタリングポストへ

も給電する設計とする。◇1  

 

6.9ｋＶ常用主母線 ……… 受電変圧

器から受電する母線（第２ユーティリテ

ィ建屋においてはＭＯＸ燃料加工施設，

緊急時対策建屋等を踏まえた構成とす

る。）◇9  

 

6.9ｋＶ運転予備用主母線… 受電変圧

器，運転予備用ディーゼル発電機又は第

２運転予備用ディーゼル発電機から受電

する母線（第２ユーティリティ建屋にお

いてはＭＯＸ燃料加工施設，緊急時対策

建屋等を踏まえた構成とする。）◇9  

 

6.9ｋＶ非常用主母線 …… 受電変圧

器，第２非常用ディーゼル発電機又は

6.9ｋＶ運転予備用主母線から受電する

母線◇9  

 

これらの母線は，母線ごとに一連のメ

タルクラッド開閉装置で構成し，機器の

損壊，故障その他の異常を検知するとと

もに，その拡大を防止できるよう，遮断

器により故障箇所を隔離し，故障による

影響を局所化し，他の安全機能への影響

を限定できる構成とする。◇1  

 

6.9ｋＶ常用主母線は，受電変圧器か

ら受電し，6.9ｋＶ常用母線に給電し，

一般負荷に給電する設計とする。◇9  

 

6.9ｋＶ運転予備用主母線は，外部電

なくとも１回線は，同一の送電鉄塔に架

線されていない，他の回線と物理的に分

離された送電線から受電する設計とす

る。 

また，大規模な盛土の崩壊，大規模な

地すべり，急傾斜地の崩壊に対し鉄塔基

礎の安定性が確保され，台風等による強

風発生時及び着氷雪の事故防止対策が図

られ，送電線の近接箇所においては，必

要な絶縁距離及び水平距離が確保された

送電線から受電する設計とする。 

 

1.3 発電用原子炉施設への電力供給確保 

設計基準対象施設に接続する電線路

は，いずれの2 回線が喪失した場合にお

いても電力系統から発電用原子炉施設へ

の電力の供給が停止しない設計とし，

275kV 送電線2 回線は起動変圧器を介し

て接続するとともに，154kV 送電線1 回

線は予備変圧器を介して接続する設計と

する。 

開閉所から主発電機側の送受電設備

は，十分な支持性能を持つ地盤に設置す

るとともに，耐震性の高い，可とう性の

ある懸垂碍子及び重心の低いガス絶縁開

閉装置を設置する設計とする。 

さらに，防潮堤により津波の影響を受

けないエリアに設置するとともに，塩害

を考慮し，275kV 送電線引留部の碍子に

対しては，碍子洗浄ができる設計とし，

154kV 送電線引留部の碍子に対しては，

絶縁強化を施した碍子を設置し，遮断器

等に対しては，電路がタンクに内包され

ているガス絶縁開閉装置を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当該基本設計方針

の記載について，

発電炉においては

技術基準規則第四

十五条 4項の一部

（回線の独立

性）,5項及び 6

項の要求事項に対

するものである

が，再処理施設に

おける要求事項は

無いため。 
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別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第２９条 （保安電源設備）（14 / 27） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
源が健全時には，受電変圧器から，ま

た，外部電源が喪失した場合には，運転

予備用ディーゼル発電機又は第２運転予

備用ディーゼル発電機から受電し，6.9

ｋＶ運転予備用母線に給電し，運転予備

負荷に給電する設計とする。さらに，

6.9ｋＶ非常用主母線にも給電すること

ができ，通常時は，遮断器を開放してい

る。◇9  

 

6.9ｋＶ非常用主母線は，6.9ｋＶ非常

用母線に接続し，安全上重要な負荷等に

給電する。また，6.9ｋＶ非常用主母線

は，外部電源が喪失した場合には，第２

非常用ディーゼル発電機から受電し，安

全上重要な負荷等に給電する設計とす

る。◇9  

 

(２) 高圧系統（ＭＯＸ燃料加工施設と

共用） 

高圧系統は，6.9ｋＶで第9.2－２図

(１)～第9.2－２図(５)に示すように常

用11母線，運転予備用９母線及び非常用

９母線の高圧母線で構成する。◇9  

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の6.9ｋＶ常用母線及び6.9ｋＶ非常用母

線は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する放

射線監視設備のモニタリングポストへも

給電する設計とする。◇1  

 

6.9ｋＶ常用母線 ……… 6.9ｋＶ常用

主母線から受電する母線◇9  

 

6.9ｋＶ運転予備用母線… 6.9ｋＶ運

転予備用主母線から受電する母線◇9  

 

6.9ｋＶ非常用母線 …… 6.9ｋＶ非常

用主母線から受電する母線◇9  

 

ただし，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設においては外部電源の健全時は

6.9ｋＶ常用母線から受電し，6.9ｋＶ常

用母線の停電時には第１非常用ディーゼ

ル発電機から受電する母線◇9  

これらの母線は，母線ごとに一連のメ

タルクラッド開閉装置で構成し，機器の

損壊，故障その他の異常を検知するとと

もに，その拡大を防止できるよう，遮断

器により故障箇所を隔離し，故障による

影響を局所化し，他の安全機能への影響

を限定できる構成とする。◇1  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
9.2.1.4.4 所内低圧系統 

所内低圧系統は，460Ｖで第9.2－１図

及び第9.2－２図(１ )～第9.2－２図

(５ )に示すように常用27母線，運転予

備用23母線及び非常用19母線の低圧母線

で構成する。使用済燃料受入れ施設及び

貯蔵施設の460Ｖ非常用母線は，ＭＯＸ

燃料加工施設と共用する放射線監視設備

のモニタリングポストへも給電する設計

とする。◇9  

 

460Ｖ常用母線 ……… 6.9ｋＶ常用母

線から動力用変圧器を通して受電する母

線◇9  

ただし，受変電設備（受電開閉設備，

受電変圧器，6.9ｋＶ常用主母線，6.9ｋ

Ｖ運転予備用主母線，6.9ｋＶ常用母線

及び6.9ｋＶ運転予備用母線の総称をい

う。）においては6.9ｋＶ常用主母線か

ら動力用変圧器を通して受電する母線◇9  

 

460Ｖ運転予備用母線 … 6.9ｋＶ運転

予備用母線から動力用変圧器を通して受

電する母線◇9  

ただし，受変電設備においては6.9ｋ

Ｖ運転予備用主母線から動力用変圧器を

通して受電する母線◇9  

 

460Ｖ非常用母線 …… 6.9ｋＶ非常用

母線から動力用変圧器を通して受電する

母線◇9  

ただし，第２非常用ディーゼル発電機

においては6.9ｋＶ非常用主母線から動

力用変圧器を通して受電する母線◇9  

 

これらの母線は，一連のキュービクル

（パワーセンタ，モータコントロールセ

ンタ）で構成し，機器の損壊，故障その

他の異常を検知するとともに，その拡大

を防止できるよう，遮断器により故障箇

所を隔離し，故障による影響を局所化

し，他の安全機能への影響を限定できる

構成とする。◇1  

 

9.2.1.4.5 ディーゼル発電機 

ディーゼル発電機は，外部電源が喪失

した場合に，安全上重要な負荷等に給電

するための非常用所内電源設備として，

第１非常用ディーゼル発電機２台及び第

２非常用ディーゼル発電機２台，【◇1 】

また，外部電源が喪失した場合に運転予

備負荷に給電するための非常時の電源と

して，運転予備用ディーゼル発電機１台
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
及び第２運転予備用ディーゼル発電機１

台で構成する設計とする。⑥—7，⑥—8 

 

第１非常用ディーゼル発電機は，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用する放射線監視設

備のモニタリングポストへも給電する設

計とする。◇1  

 

第２運転予備用ディーゼル発電機は，

ＭＯＸ燃料加工施設の運転予備負荷へも

給電する設計とする。◇9  

 

第１非常用ディーゼル発電機及び第２

非常用ディーゼル発電機の負荷容量曲線

を第9.2－５図及び第9.2－６図に示す。

◇9  

 

(１) 第１非常用ディーゼル発電機

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

用の第１非常用ディーゼル発電機は，多

重性及び独立性を確保する設計とする。

具体的には，独立した２箇所に，それぞ

れ必要な容量を有する非常用ディーゼル

発電機を設置する設計とする。また，外

部電源が７日間以上喪失した場合におい

ても電力を供給できるよう，７日間以上

連続運転できる燃料貯蔵設備を設け，非

常用ディーゼル発電機の燃料油系によ

り，運転時に連続して燃料を供給できる

設計とする。◇1  

 

6.9ｋＶ非常用母線が停電すると，第

１非常用ディーゼル発電機が起動し，

6.9ｋＶ非常用母線に接続している負荷

は，動力用変圧器及び460Ｖ非常用母線

に接続しているモータコントロールセン

タを除いてすべて遮断する設計とする。

その後，第１非常用ディーゼル発電機

は，電圧及び周波数が定格値になると，

6.9ｋＶ非常用母線に自動で接続され，

安全上重要な負荷が自動で順次投入する

設計とする。◇7  

 

また，外部電源に直接接続している受

電変圧器の一次側において３相のうちの

１相の電路の開放が生じた場合，安全機

能を有する施設への電力の供給が不安定

になったことを検知し，自動（地絡や過

電流による保護継電器の動作により）若

しくは手動操作で故障箇所の隔離又は非

常用母線の接続変更その他の異常の拡大

を防止する対策（手動操作による対策を
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別紙１ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
含む。）を行うことによって，安全機能

を有する施設への電力の供給が停止する

ことのないように，電力供給の安定性を

回復できる設計とする。◇1  

 

また，第１非常用ディーゼル発電機で

発生する熱の除去は，その他再処理設備

の附属施設の安全冷却水系で行う設計と

する。◇10  

 

第１非常用ディーゼル発電機のそれぞ

れに接続する主要な負荷は，以下の設備

に属するものである。 

・補給水設備 

・プール水浄化・冷却設備 

・冷却水設備 

・制御室換気設備 

・放射線監視設備 

・蓄電池充電器 

・非常灯◇7  

◇2  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する放射線

監視設備のモニタリングポストは，第１

非常用ディーゼル発電機を非常用電源と

する設計とすることから，第１非常用デ

ィーゼル発電機及びその燃料を供給する

燃料貯蔵設備についても，ＭＯＸ燃料加

工施設と共用する。◇1  

 

(２) 第２非常用ディーゼル発電機 

再処理施設（使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設を除く。）用の第２非常用

ディーゼル発電機は，多重性及び独立性

を確保する設計とする。具体的には，独

立した２箇所に，それぞれ必要な容量を

有する非常用ディーゼル発電機を設置す

る設計とする。また，外部電源が７日間

以上喪失した場合においても電力を供給

できるよう，７日間以上連続運転できる

燃料貯蔵設備を設け，非常用ディーゼル

発電機の燃料油系により，運転時に連続

して燃料を供給できる設計とする。◇1  

 

6.9ｋＶ非常用主母線が停電すると，

第２非常用ディーゼル発電機が起動し，

6.9ｋＶ非常用母線に接続している負荷

は，動力用変圧器及び460Ｖ非常用母線

に接続しているモータコントロールセン

タを除いてすべて遮断する設計とする。

その後，第２非常用ディーゼル発電機

は，電圧及び周波数が定格値になると，

6.9ｋＶ非常用主母線に自動で接続さ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1786



別紙１ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
れ，安全上重要な負荷が自動で順次投入

する設計とする。◇7  

 

また，外部電源に直接接続している受

電変圧器の一次側において３相のうちの

１相の電路の開放が生じた場合，安全機

能を有する施設への電力の供給が不安定

になったことを検知し，自動（地絡や過

電流による保護継電器の動作により）若

しくは手動操作で故障箇所の隔離又は非

常用母線の接続変更その他の異常の拡大

を防止する対策（手動操作による対策を

含む。）を行うことによって，安全機能

を有する施設への電力の供給が停止する

ことのないように，電力供給の安定性を

回復できる設計とする。◇1  

また，第２非常用ディーゼル発電機で

発生する熱の除去は，その他再処理設備

の附属施設の安全冷却水系で行う設計と

する。◇10  

第２非常用ディーゼル発電機のそれぞ

れに接続する主要な負荷は，以下の設備

に属するものである。 

・精製施設のプルトニウム精製設備 

・脱硝施設のウラン・プルトニウム混

合脱硝設備 

・計測制御系統施設の計測制御設備 

・計測制御系統施設の制御室換気設備 

・気体廃棄物の廃棄施設のせん断処

理・溶解廃ガス処理設備 

・気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガ

ス処理設備 

・気体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃

液ガラス固化廃ガス処理設備 

・気体廃棄物の廃棄施設の換気設備 

・固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃

液ガラス固化設備 

・放射線管理施設の放射線監視設備 

・その他再処理設備の附属施設の圧縮

空気設備 

・その他再処理設備の附属施設の冷却

水設備 

・その他再処理設備の附属施設の蒸気

供給設備 

・蓄電池充電器 

・非常灯◇7  

 

(３) 運転予備用ディーゼル発電機 

運転予備用ディーゼル発電機は，外部

電源が喪失した場合に，運転予備用母線

に接続する負荷の電源を確保する設備と

して１台設置する。◇11  

また，燃料貯蔵設備を設け，運転予備
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
用ディーゼル発電機の燃料油系により，

運転時に連続して燃料を供給できる設計

とする。⑥—8 

 

運転予備用ディーゼル発電機で発生す

る熱の除去は，その他再処理設備の附属

施設の一般冷却水系で行う設計とする。

◇10  

 

(４) 第２運転予備用ディーゼル発電

機（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

第２運転予備用ディーゼル発電機は，

外部電源が喪失した場合に，運転予備用

母線に接続する負荷の電源を確保する設

備として１台設置する。◇11  

 

また，燃料貯蔵設備を設け，第２運転

予備用ディーゼル発電機の燃料油系によ

り，運転時に連続して燃料を供給できる

設計とする。⑥—8 

 

第２運転予備用ディーゼル発電機で発

生する熱の除去は，その他再処理設備の

附属施設の一般冷却水系で行う設計とす

る。◇10  

 

第２運転予備用ディーゼル発電機は，

6.9ｋＶ運転予備用主母線を介し，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設にも給電する設計とす

る。◇9  

 

9.2.1.4.6 直流電源設備 

直流電源設備は，安全上重要な負荷の

うち，平常時及び異常時の監視制御用

に，常に電源を必要とする負荷に給電す

るための非常用所内電源として，110Ｖ

18系統及び220Ｖ２系統，また，一般負

荷のうち常に電源を必要とする負荷に給

電するための常用所内電源として，110

Ｖ11系統，310Ｖ１系統，330Ｖ２系統，

348Ｖ１系統，360Ｖ４系統，410Ｖ１系

統，420Ｖ３系統，425Ｖ２系統及び460

Ｖ６系統で構成する設計とする。◇9  

 

非常用直流電源設備は，短時間の全交

流動力電源の喪失に対しても，監視制御

機能を確保するために必要な電力を供給

する設計とする。◇1  

 

(１) 第１非常用直流電源設備 

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な

施設用の非常用所内電源は，多重性及び

独立性を確保する設計とする。具体的に
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別紙１ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
は，非常用直流電源設備（110Ｖ）２系

統を設け，独立した２箇所に設置する設

計とする。これらの系統は，460Ｖ非常

用母線に接続する充電器３台，第１非常

用蓄電池２組で構成し，第１非常用蓄電

池２組は，１系統が故障しても安全上重

要な施設の安全機能を確保できるように

各々異なる区画に設置する設計とする。

◇1  

 

また，第１非常用蓄電池は，計測制御

用交流電源設備の105Ｖ無停電交流母線

にも給電する設計とする。◇9  

 

第１非常用蓄電池は，充電器により浮

動充電する設計とする。◇9  

 

直流電源設備単線結線図及び計測制御

用交流電源設備単線結線図を，それぞれ

第9.2－３図及び第9.2－４図に示す。◇9  

 

(２) 第２非常用直流電源設備 

再処理施設（使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設を除く。）用の非常用所内

電源は，多重性及び独立性を確保する設

計とする。具体的には，非常用直流電源

設備（110Ｖ）16系統及び非常用直流電

源設備（220Ｖ）２系統を設け，それぞ

れ独立した箇所に設置する設計とする。

◇1  

非常用直流電源設備（110Ｖ）系統

は，110Ｖ非常用所内電源を必要とする

建屋にそれぞれ２系統，合計16系統設け

る設計とする。各建屋の２系統は，独立

した２箇所に設置する設計とする。460

Ｖ非常用母線に接続する充電器３台，第

２非常用蓄電池２組で構成し，第２非常

用蓄電池２組は，１系統が故障しても安

全上重要な施設の安全機能を確保できる

ように各々異なる区画に設置する設計と

する。◇1  

 

また，非常用直流電源設備（110Ｖ）

系統の一部は，計測制御用交流電源設備

の105Ｖ無停電交流母線にも給電する設

計とする。◇9  

 

非常用直流電源設備（220Ｖ）系統

は，非常用所内電源の計測制御用交流電

源設備の105Ｖ無停電交流母線に給電す

るもので，220Ｖ非常用所内電源を必要

とする建屋に２系統設け，独立した２箇

所に設置する設計とする。460Ｖ非常用
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
母線に接続する充電器２台，第２非常用

蓄電池２組で構成する。第２非常用蓄電

池２組は，１系統が故障しても安全上重

要な施設の安全機能を確保できるように

設計する。◇9  

 

また，一部の非常用直流電源設備は配

線用遮断器を介して一般負荷にも給電す

る設計とする。◇9  

 

第２非常用蓄電池は，充電器により浮

動充電する設計とする。◇9  

 

直流電源設備単線結線図及び計測制御

用交流電源設備単線結線図を，それぞれ

第9.2－３図及び第9.2－４図に示す。◇9  

 

(３) 常用直流電源設備 

110Ｖ系統は，110Ｖ常用所内電源を必

要とする建屋にそれぞれ１系統，合計11

系統設ける設計とする。各系統は，460

Ｖ常用母線又は460Ｖ運転予備用母線に

接続する充電器２台，蓄電池１組で構成

する。また，110Ｖ系統の一部は，計測

制御用交流電源設備の105Ｖ無停電交流

母線にも給電する設計とする。◇9  

 

310Ｖ系統，330Ｖ系統，348Ｖ系統，

360Ｖ系統，410Ｖ系統，420Ｖ系統，425

Ｖ系統及び460Ｖ系統は，常用所内電源

の計測制御用交流電源設備の105Ｖ無停

電交流母線及び210Ｖ無停電交流母線に

給電するもので，310Ｖ，330Ｖ，348

Ｖ，360Ｖ，410Ｖ，420Ｖ，425Ｖ及び

460Ｖ常用所内電源を必要とする建屋に

それぞれ１系統（ただし，制御建屋には

４系統）合計20系統設ける設計とする。

各系統は，460Ｖ常用母線又は460Ｖ運転

予備用母線に接続する充電器１台及び蓄

電池１組で構成する。◇9  

 

蓄電池は，充電器により浮動充電する

設計とする。◇9  

 

直流電源設備単線結線図及び計測制御

用交流電源設備単線結線図を，それぞれ

第9.2－３図及び第9.2－４図に示す。◇9  

 

9.2.1.4.7 計測制御用交流電源設備 

計測制御用交流電源設備は，安全上重

要な負荷のうち，平常時及び異常時の監

視制御用に電源を必要とする負荷に給電

するための非常用所内電源として，105
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
Ｖ無停電交流母線16母線及び105Ｖ計測

母線10母線，また，一般負荷のうち計測

制御用交流電源を必要とする負荷に給電

するための常用所内電源として，105Ｖ

無停電交流母線18母線，210Ｖ無停電交

流母線４母線及び105Ｖ計測母線18母線

で構成する。◇9  

 

105Ｖ無停電交流母線は，常に安定し

た計測制御用交流電源を必要とする負荷

に給電するため静止形無停電電源装置か

ら受電する設計とする。◇9  

非常用所内電源としての計測制御用交

流電源設備は，２系統を各々異なる区画

に設置し，１系統が故障しても安全上重

要な施設の安全機能は確保できるように

設計する。◇1  

 

無停電電源装置を保守点検する場合

は，必要な電力は460Ｖ非常用母線，460

Ｖ常用母線又は460Ｖ運転予備用母線に

接続した予備変圧器から供給する。ま

た，予備変圧器は火災・防爆対策のた

め，乾式を使用する設計とする。◇4  

 

計測制御用交流電源設備単線結線図を

第9.2－４図に示す。◇9  

 

9.2.1.4.8 再処理施設内機器 

再処理施設内機器は，安全上重要な負

荷と一般負荷に分類する。◇9  

 

安全上重要な負荷は非常用母線に，一

般負荷は原則として常用母線又は運転予

備用母線に接続する設計とする。◇9  

 

安全上重要な負荷は，非常用母線の単

一故障があっても，他の系統に波及して

異常を拡大することがないように系統ご

とに分離して非常用母線に接続する設計

とする。◇9  

 

また，電気設備は，再処理施設内機器

の損壊，故障その他の異常を検知した場

合には，遮断器により故障箇所を隔離す

ることにより，故障の影響を局所化でき

るとともに，他の安全機能への影響を限

定できる設計とする。◇1  

 

9.2.1.4.9 照明及び作業用電源設備 

(１) 照明設備の主要設備 

ａ．誘導灯 

消防法で規定する避難口及び避難通路
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
には，避難用の照明として，誘導灯を設

ける設計とする。誘導灯は，460Ｖ運転

予備用母線又は460Ｖ常用母線（ただ

し，非常用電源建屋，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設においては460Ｖ非

常用母線）から変圧器を通して105Ｖで

受電し，外部電源が喪失した場合におい

てもその機能を損なわないように蓄電池

を内蔵した設計とする。◇3  

 

ｂ．非常灯 

建築基準法で規定する居室，居室から

地上へ至る通路，階段及び踊り場には，

避難用の照明として，非常灯を設ける設

計とする。非常灯は，460Ｖ運転予備用

母線又は460Ｖ常用母線（ただし，非常

用電源建屋，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設においては460Ｖ非常用母

線）から変圧器を通して105Ｖで受電

し，外部電源が喪失した場合においても

その機能を損なわないように蓄電池を内

蔵した設計とする。◇3  

 

ｃ．運転保安灯 

中央制御室並びに使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室には，運転保

安灯を設ける設計とする。運転保安灯

は，460Ｖ非常用母線から変圧器を通し

て210Ｖで受電し，外部電源が喪失した

場合においてもその機能を損なわないよ

うに非常用ディーゼル発電機から電力を

供給する設計とする。◇3  

 

ｄ．直流非常灯 

中央制御室並びに使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室には，直流非

常灯を設ける設計とする。直流非常灯

は，非常用直流電源設備（非常用蓄電

池）に接続し，全交流動力電源喪失時に

おいてもその機能を損なわないように自

動点灯する設計とする。◇3  

 

ｅ．蓄電池内蔵型照明 

中央制御室には，蓄電池内蔵型照明を

設ける設計とする。蓄電池内蔵型照明

は，蛍光灯に蓄電池を内蔵した照明で，

460Ｖ非常用母線に接続し，設計基準事

故の短時間の全交流動力電源喪失時に設

計基準事故等に対処するために必要な電

力の供給が非常用ディーゼル発電機から

開始される前までの間，又は全交流動力

電源喪失時から重大事故等に対処するた

めに必要な電力の供給が重大事故等対処
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
設備から開始される前までの間，内蔵蓄

電池の電力で点灯する設計とする。◇3  

 

(２) 作業用電源設備 

作業用電源は，460Ｖ運転予備用母線

又は460Ｖ常用母線（ただし，非常用電

源建屋においては460Ｖ非常用母線）か

ら変圧器を通して，交流210Ｖ及び105Ｖ

に降圧し，必要箇所に給電する。◇9  

 

9.2.1.4.10 ケーブル及び電線路 

安全上重要な施設に関係する動力回

路，制御回路及び計装回路のケーブル

は，その多重性及び独立性を確保するた

め，それぞれ相互に分離したケーブルト

レイ及び電線管を使用して敷設し，相互

に独立性を侵害することのない設計とす

る。【⑤—3】また，再処理施設内のケー

ブル，ケーブルトレイ及び電線管材料に

は，可能な限り不燃性又は難燃性のもの

を使用し，必要に応じ延焼防止材を使用

する設計とする。さらに，ケーブルトレ

イ及び電線管が障壁を貫通する場合は，

火災対策上，障壁効果が減少しない構造

とする。◇4  

 

9.2.1.4.11 燃料貯蔵設備 

安全上重要な施設の機能を確保するた

め，非常用ディーゼル発電機の第１非常

用ディーゼル発電機２台及び第２非常用

ディーゼル発電機２台の計４台に対し，

燃料貯蔵設備から非常用ディーゼル発電

機へ供給する燃料油系統も４系統を設け

る設計とする。◇9  

 

燃料油供給系統の構成を，第9.2－７

図に示す。◇9  

 

重油タンク及び燃料油貯蔵タンクの必

要量は，外部電源喪失が発生し，第１非

常用ディーゼル発電機及び第２非常用デ

ィーゼル発電機が自動起動した場合にお

いて，安全上重要な負荷等に電力を供給

するための燃料を確保する設計とする。

◇9  

 

燃料貯蔵設備は，第１非常用ディーゼ

ル発電機２台，第２非常用ディーゼル発

電機２台を７日間運転できる容量を２系

統有し，それぞれの系統は独立している

ことから，燃料貯蔵設備の単一故障に対

しても必要な機能を維持できる設計とす

る。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤—3（P9へ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
9.2.1.5 母線切替 

(１) 受電変圧器の切替え 

受電変圧器の１台故障又は受電変圧器

回路の１回線故障時には，6.9ｋＶ非常

用主母線，6.9ｋＶ常用主母線及び6.9ｋ

Ｖ運転予備用主母線は，健全な受電変圧

器から受電するように切り替える設計と

する。◇1  

 

(２) 第１非常用ディーゼル発電機へ

の切替え 

6.9ｋＶ非常用母線が停電した場合に

は，6.9ｋＶ非常用母線に接続している

負荷は，動力用変圧器及び460Ｖ非常用

母線に接続しているモータコントロール

センタを除いてすべて遮断する設計とす

る。また，この時6.9ｋＶ非常用母線に

給電する第１非常用ディーゼル発電機

は，自動起動し電圧及び周波数が定格値

になると，6.9ｋＶ非常用母線に自動で

接続され，安全上重要な負荷が自動で順

次投入する設計とする。◇7  

 

(３) 第２非常用ディーゼル発電機へ

の切替え 

6.9ｋＶ非常用主母線が停電した場合

には，6.9ｋＶ非常用主母線から給電す

る6.9ｋＶ非常用母線に接続している負

荷は，動力用変圧器及び460Ｖ非常用母

線に接続しているモータコントロールセ

ンタを除いてすべて遮断する設計とす

る。また，この時6.9ｋＶ非常用主母線

に給電する第２非常用ディーゼル発電機

は，自動起動し電圧及び周波数が定格値

になると，6.9ｋＶ非常用主母線に自動

で接続され，安全上重要な負荷が自動で

順次投入する設計とする。◇7  

 

(４) 運転予備用ディーゼル発電機へ

の切替え 

6.9ｋＶ運転予備用主母線が停電した

場合には，6.9ｋＶ運転予備用主母線か

ら給電する6.9ｋＶ運転予備用母線に接

続している負荷は，動力用変圧器及び

460Ｖ運転予備用母線に接続している運

転予備負荷に係るモータコントロールセ

ンタを除いてすべて遮断する設計とす

る。◇7  

 

また，この時6.9ｋＶ運転予備用主母

線に給電する運転予備用ディーゼル発電

機及び第２運転予備用ディーゼル発電機

は，自動起動し電圧及び周波数が定格値
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
になると，6.9ｋＶ運転予備用主母線に

自動で接続され，運転予備負荷が自動で

順次投入する設計とする。◇7  

(５) 154ｋＶ送電線電圧回復後の切替

え 

ディーゼル発電機で所内負荷運転中，

154ｋＶ送電線電圧が回復した場合，所

内負荷を元の状態に戻す設計とする。◇5  

 

(６) 非常用電源設備からの受電時等

の母線の切替操作 

安全上重要な負荷は，非常用電源設備

からの給電が可能な構成とし，外部電源

系統又は非常用ディーゼル発電機のいず

れからも受電できる構成とする。このう

ち，外部電源系統の受電については，送

電線に接続する遮断器や断路器等を設置

した受電開閉設備，電気を降圧する受電

変圧器から構成する設計とする。開閉所

機器，受電変圧器及び所内高圧系統につ

いては，送電線や所内電源の切替操作が

容易に実施可能なようにスイッチ等を設

ける設備構成とする。◇9  

 

非常用主母線及び非常用母線は，通常

時は外部電源系統から受電変圧器を通し

て受電する設計とする。通常時の受電経

路は以下のとおり。◇9  

・6.9ｋＶ非常用主母線（非常用電源

建屋）：外部電源系統→受電開閉設備→

受電変圧器→6.9ｋＶ非常用主母線◇9  

・6.9ｋＶ非常用母線（使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設）：外部電源系

統→受電開閉設備→受電変圧器→6.9ｋ

Ｖ常用主母線→6.9ｋＶ常用母線→6.9ｋ

Ｖ非常用母線◇9  

6.9ｋＶ非常用主母線及び6.9ｋＶ非常

用母線が外部電源系統から受電できなく

なった場合，第１非常用ディーゼル発電

機及び第２非常用ディーゼル発電機は自

動起動する設計とする。6.9ｋＶ非常用

主母線は，第２非常用ディーゼル発電機

からの給電へ自動で切り替わる設計とす

る。また，6.9ｋＶ非常用母線は，第１

非常用ディーゼル発電機からの受電へ自

動で切り替わる設計とする。外部電源系

統から受電できなくなった場合の受電経

路は以下のとおり。◇9  

・6.9ｋＶ非常用主母線（非常用電源

建屋）：第２非常用ディーゼル発電機→

6.9ｋＶ非常用主母線◇9  

・6.9ｋＶ非常用母線（使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設）：第１非常用
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別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第２９条 （保安電源設備）（27 / 27） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ディーゼル発電機→6.9ｋＶ非常用母線 

なお，非常用ディーゼル発電機で所内

負荷運転中，154ｋＶ送電線の電圧が回

復すれば，非常用ディーゼル発電機を外

部電源に同期並列することにより，無停

電（手動）で所内負荷を切り替えること

ができる設計とする。◇9  

 

9.2.1.6 試験・検査 

(１) 非常用ディーゼル発電機は，そ

の健全性及び能力を確認するため，再処

理施設の運転中又は停止中であっても，

定期的に起動試験を行って，電圧確立時

間や負荷を印加しての運転状況の確認に

より，その運転の成立性を確認する。ま

た，安全機能を健全に維持するため，適

切な保守及び修理を実施する。◇5  

 

(２) 非常用蓄電池は，その健全性及

び能力を確認するため，再処理施設の運

転中又は停止中であっても，定期的に巡

視点検を行い，機器の健全性や浮動充電

状態にあることを確認する。また，安全

機能を健全に維持するため，適切な保守

及び修理を実施する。◇5  
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第二十九条（保安電源設備） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

① 

内燃機関を原動力とする発電

設備又はこれと同等以上の機

能を有する非常用電源設備の

施設 

技術基準の内燃機関を原動力とす

る発電設備又はこれと同等以上の

機能を有する非常用電源設備の施

設を受けている内容 

１項 － a 

② 

無停電電源装置又はこれと同

等以上の機能を有する設備の

施設 

技術基準の無停電電源装置又はこ

れと同等以上の機能を有する設備

の施設を受けている内容 

２項 － a 

③ 

外部電源系統及び非常用電源

設備から再処理施設の安全性

を確保するために必要な設備

への電力の供給停止の防止 

下記のとおり 

③－

１ 

高エネルギーのアーク放電に

よる電気盤の損壊の拡大防止

措置 

技術基準の高エネルギーのアーク

放電による電気盤の損壊の拡大防

止措置を受けている内容 

３項１号 － a 

③－

２ 

機器の損壊，故障その他の異常

の検知及びその拡大防止措置 

技術基準の機器の損壊、故障その

他の異常の検知及びその拡大防止

措置を受けている内容 

３項２号 － a 

④ 

再処理施設に接続する電線路

のうち二回線以上の再処理施

設における受電及び再処理施

設を電力系統に連系 

技術基準の二回線以上の再処理施

設における受電及び再処理施設を

電力系統に連系を受けている内容 

４項 － a 

⑤ 

非常用電源設備及びその附属

設備における多重性，独立性及

び容量の確保 

技術基準の多重性，独立性及び容

量の確保を受けている内容 
５項 － a 

⑥ 系統 系統に関する内容 － － a 

⑦ 
共用に関する記載 

（安全機能を有する施設） 

「第 16 条 安全機能を有する施

設」共用に係る要求を受けている

内容 

（第 16条５

項） 
－ ｃ 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  本文重複記載 本文に重複記載があり記載しない。 － 

□2  
他条文との重複記載 

（放射線管理施設） 
「第 21条 放射線管理施設」にて整理する。 ｂ 

□3  設備仕様 仕様表にて記載する。 ｆ 

□4  設備配置図 添付書類「図面」にて記載される項目である。 c 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  本文と添六における同じ趣旨 本文と趣旨が同じであり記載しない。 － 
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の記載 

◇2  
他条文で展開する事項 

（第 21条） 

第 21条「放射線管理施設」にて，説明する内容のため記

載しない。 
ｂ 

◇3  
他条文で展開する事項 

（第 14条） 

第 14 条「安全避難通路等」，説明する内容のため記載し

ない。 
ｄ，e 

◇4  
他条文で展開する事項 

（第 11条） 

第 11 条「火災等による損傷の防止」，説明する内容のた

め記載しない。 
g 

◇5  
他条文で展開する事項 

（第 16条） 

第 16 条「安全機能を有する施設」，説明する内容のため

記載しない。 
i 

◇6  
他条文で展開する事項 

（第 6条） 

第 6条「地震による損傷の防止」，説明する内容のため記

載しない。 
ｈ 

◇7  概要 添付書類「Ⅵ-1-5-1 電気設備に関する説明書」に示す。 a 

◇8  設備仕様 仕様表にて記載する。 ｆ 

◇9  系統図 添付書類「図面」にて記載される項目である。 c 

◇10  冷却水設備 

添付資料「Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事

故等対処設備が使用される条件の下における健全に関す

る説明書（冷却水設備）に示す。 

i 

◇11  重複記載 
事業許可申請書 添六に重複した記載があることから引

用しない。 
－ 

◇12  先行施設についての記載 
使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設の先行運転の内

容のため，基本設計方針に記載しない。 
－ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ-1-5-1 電気設備に関する説明書（重大事故等対処設備に関する内容は除く） 

b Ⅳ-1-4 放射線管理施設に関する説明書（重大事故等対処設備に関する内容は除く） 

c 

Ⅵ-2-3 系統図 

Ⅵ-2-4 配置図 

Ⅵ-2-5 構造図等 

d Ⅵ-1-1-10 安全避難通路に関する説明書 

e Ⅵ-1-1-11 照明設備に関する説明書 

f 仕様表（設計条件及び仕様） 

g Ⅲ 火災及び爆発の防止に関する説明書 

ｈ Ⅳ 耐震性に関する説明書 

i Ⅵ—1—1—4 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条、第五十条（緊急時対策所）（1 / 75） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（緊急時対策所） 

第三十条 

工場等には、設計基準事故

が発生した場合に適切な措置

をとるため、緊急時対策所が

制御室以外の場所に設けられ

ていなければならない。 
DB①,DB②,DB③ 

 

２ 緊急時対策所及びその近傍

並びに有毒ガスの発生源の近

傍には、有毒ガスが発生した

場合に適切な措置をとるた

め、工場等内における有毒ガ

スの発生を検出するための装

置、当該装置が有毒ガスの発

生を検出した場合に緊急時対

策所において自動的に警報す

るための装置その他適切に有

毒ガスから防護するための設

備が設けられていなければな

らない。DB⑩,SA㉓ 

 

第五十条 

第三十条第一項の規定によ

り設置される緊急時対策所

は、重大事故等が発生した場

合においても当該重大事故等

に対処するための適切な措置

が講じられるよう、次に掲げ

るところによるものでなけれ

ばならない。 

 

一 重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員がと

どまることができるよう、適

切な措置を講ずること。 

SA①,② 

 

二 重大事故等に対処するため

に必要な指示ができるよう、

重大事故等に対処するために

必要な情報を把握できる設備

を設けること。SA⑩ 

 

三 再処理施設の内外の通信連

絡をする必要のある場所と通

信連絡を行うために必要な設

備を設けること。SA⑫ 

 

 

第 2章 個別項目 

7. その他再処理設備の附属施設 

7.3 その他の主要な事項 

7.3.9 緊急時対策所 

 

緊急時対策所の設計に係る共通的な設

計方針については，第１章 共通項目の

「２．地盤」，「３．自然現象等」，

「５．火災等による損傷の防止」，

「６．再処理施設内における溢水による

損傷の防止」，「７．再処理施設内にお

ける化学薬品の漏えいによる損傷の防

止」及び「９．設備に対する要求事項」

に基づくものとする。 

 

 

 

緊急時対策所は，設計基準事故及び重

大事故等を考慮した設計とする。

DB①,SA① 

 

再処理施設には，設計基準事故が発生

した場合に，適切な措置をとるため，緊

急時対策所を制御室以外の場所に設置す

る設計とする。DB②-1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は緊急時対策建屋に収納

する設計とする。DB②-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(r) 緊急時対策所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，設計基準事故及び重

大事故等を考慮した設計とする。 

DB①,SA① 

 

再処理施設には，設計基準事故が発生

した場合に，適切な措置をとるため，緊

急時対策所を制御室以外の場所に設ける

設計とする。DB②-1 

 

 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造

及び設備 

(４）その他の主要な事項 

(ⅸ) 緊急時対策所 

再処理施設には，設計基準事故が発生

した場合に，適切な措置をとるため，緊

急時対策所を制御室以外の場所に設ける

設計とする。DB②-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16 緊急時対策所 

9.16.1 設計基準対象の施設 

9.16.1.1 概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準事故が発生した場合に，再処

理施設内の情報の把握等，適切な措置を

とるため，制御室以外の場所に緊急時対

策所を設ける。DB◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「緊急時対策所」 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(1) 緊急時対策所の設置 

発電用原子炉施設には，原子炉冷却系

統に係る発電用原子炉施設の損壊その他

の異常が発生した場合に適切な措置をと

るため，緊急時対策所（東海，東海第二

発電所共用（以下同じ。））を中央制御

室以外の場所に設置する。緊急時対策所

は，東海発電所と共用とするが，東海発

電所と同時発災時に対応するために必要

な居住性を確保する設計とすることで，

安全性を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

紫字：SA設備に関する記載 

  ：発電炉との差異の理由      ：許可からの変更点等 

【凡例】 

  

【許可からの変更点】 

設工認申請において，常設設備

に対しては「設置する設計とす

る」を用いることとしたため，

記載を適正化した。(以下同じ) 

1(P14)から 

（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

再処理施設では，

共用について，後

段に MOX燃料加工

施設と共用する内

容を記載をしてい

るため。 

【許可からの変更点】 

緊急時対策所を設置する建屋を

明確化した。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条、第五十条（緊急時対策所）（2 / 75） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
２ 緊急時対策所は、重大事故

等に対処するために必要な数

の要員を収容することができ

る措置が講じられたものでな

ければならない。SA⑬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，必要な指示を行う対

策本部室及び全社対策組織の要員の活動

場所とする全社対策室並びに待機室を有

する設計とする。DB③,SA⑬-3 

 

緊急時対策建屋の主要構造は，地上 1

階(一部地上 2 階建て)，地下 1 階の建物

である。DB④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，有毒ガスが及ぼす影

響により，設計基準事故及び重大事故等

の対処に必要な指示を行う要員の対処能

力が著しく低下し，安全機能を有する施

設の安全機能が損なわれることがない設

計とする。DB⑩-1,2,SA㉓-1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造

及び設備 

(４）その他の主要な事項 

(ⅸ) 緊急時対策所 

緊急時対策所は，対策本部室，待機室

及び全社対策室から構成され，緊急時対

策建屋に設置する設計とする。DB③ 

 

 

緊急時対策建屋の主要構造は，鉄筋コ

ンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリー

ト造）で，【DB□1】地上１階（一部地上

２階建て），地下１階，建築面積約

4,900ｍ２【DB□1】の建物である。DB④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
緊急時対策所は，有毒ガスが及ぼす影

響により，設計基準事故及び重大事故等

の対処に必要な指示を行う要員の対処能

力が著しく低下し，安全機能を有する施

設の安全機能が損なわれることがない設

計とする。DB⑩-1,SA㉓-1 

 

 

 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造

及び設備 

(４）その他の主要な事項 

(ⅸ) 緊急時対策所 

緊急時対策所は，有毒ガスが及ぼす影

響により，設計基準事故及び重大事故等

の対処に必要な指示を行う要員の対処能

力が著しく低下し，安全機能を有する施

設の安全機能が損なわれることがない設

計とする。DB⑩-2,SA㉓-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(１)系統構成 

緊急時対策所は，必要な指示を行う対

策本部室及び全社対策組織の要員の活動

場所とする全社対策室並びに待機室を有

する設計とする。SA⑬-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「緊急時対策所」 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

 (2) 必要な条件 

緊急時対策所は，重大事故等が発生し

た場合においても，当該事故等に対処す

るための適切な措置が講じることができ

るよう，緊急時対策所機能に係る設備を

含め，以下の設計とする。 

なお，緊急時対策所は，災害対策本部

室及び宿泊・休憩室から構成され，緊急

時対策建屋に設置する設計とする。 

（「耐震性及び耐津波性」，「中央制御
室に対する独立性」及び「代替交流電源
の確保」についての内容であるため省略
する） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

基本設計方針では，申請対象設備で担

保すべき機能・性能に関する基本的な

要求を満たすための設計概念，基本的

な考え方を記載し，仕様表では，機

能・性能を発揮するための具体的な数

値等を記載することとした。 

(以下同じ) 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

緊急時対策所を設置する基

本方針は同様だが再処理施

設の事業変更許可に合わせ

るため，緊急時対策建屋の

建屋構造を記載している。 
2(P14)から 

17(P57)から 

3(P14)から 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

有毒ガスが及ぼす影響及び

防護に関する記載のため 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地内外の固定源に対しては，当該要

員の吸気中の有毒ガス濃度が，有毒ガス

防護のための判断基準値を下回ることを

評価により確認した。DB⑩-3,SA㉓-3 

 

したがって，有毒ガスの発生を検出す

るための装置や自動的に警報するための

装置を設置する必要はない。 

DB⑩-4,SA㉓-4 

 

 

敷地内外の可動源に対しては，「Ⅰ 

Ⅰ-１ 第 1 章 ７.化学薬品の漏えいに

よる損傷の防止」に示した化学薬品の安

全管理に係る手順に基づき，漏えい又は

異臭等の異常を確認した者（立会人，公

的機関から情報を入手した者等）から連

絡を受け有毒ガスの発生を認知した中央

制御室の運転員（統括当直長）が，緊急

時対策所の設計基準事故及び重大事故等

の対処に必要な指示を行う要員（非常時

対策組織本部の本部長）に連絡すること

で，緊急時対策所の設計基準事故及び重

大事故等の対処に必要な指示を行う要員

が有毒ガスの発生を認知できるよう，通

信連絡設備を設置する設計とする。 

DB⑩-5,SA㉓-5 

 

そのために，事業指定基準規則第九条

及び第十二条に係る設計方針を踏まえ

て，有毒ガス防護に係る影響評価を実施

する。DB□3 ,SA□2  

 

有毒ガス防護に係る影響評価に当たっ

ては，有毒ガスが作業環境中に多量に放

出され，人体へ悪影響を及ぼすおそれが

あるかの観点から，化学物質の性状，保

有量及び保有方法を踏まえ，有毒ガス防

護に係る影響評価の対象とする発生源を

特定する。DB□3 ,SA□2  

 

また，有毒ガス防護に係る影響評価に

用いる保有量等の評価条件を，現場の状

況を踏まえ設定する。DB□3 ,SA□2  

 

 

 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造

及び設備 

(４）その他の主要な事項 

(ⅸ) 緊急時対策所 
敷地内外の固定源に対しては，当該要

員の吸気中の有毒ガス濃度が，有毒ガス

防護のための判断基準値を下回ることを

評価により確認した。DB⑩-3,SA㉓-3 

 

 

 

 

 

 

 

敷地内外の可動源に対しては，「ロ．

(７) (ⅰ)（ｄ） 化学薬品の漏えいによ

る損傷の防止」に示した化学薬品の安全

管理に係る手順に基づき，漏えい又は異

臭等の異常を確認した者（立会人，公的

機関から情報を入手した者等）から連絡 

を受け有毒ガスの発生を認知した中央制

御室の運転員（統括当直長）が，緊急時

対策所の設計基準事故及び重大事故等の

対処に必要な指示を行う要員（非常時対

策組織本部の本部長）に連絡すること

で，緊急時対策所の設計基準事故及び重

大事故等の対処に必要な指示を行う要員

が有毒ガスの発生を認知できるよう，通

信連絡設備を設ける設計とする。 

DB⑩-5,SA㉓-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.1.4 主要設備 

(１) 緊急時対策所 

敷地内外の固定源に対しては，当該要

員の吸気中の有毒ガス濃度が，有毒ガス

防護のための判断基準値を下回ることを

評価により確認した。【DB◇1 ,SA◇1】 

 

したがって，有毒ガスの発生を検出す

るための装置や自動的に警報するための

装置を設置する必要はない。 

DB⑩-4,SA㉓-4 

 

 

敷地内外の可動源に対しては，

「1.7.16.2 再処理施設における化学薬

品取扱いの基本方針」に示した化学薬品

の安全管理に係る手順に基づき，漏えい

又は異臭等の異常を確認した者（立会

人，公的機関から情報を入手した者等）

から連絡を受け有毒ガスの発生を認知し

た中央制御室の運転員（統括当直長）

が，緊急時対策所の設計基準事故及び重

大事故等の対処に必要な指示を行う要員

（非常時対策組織本部の本部長）に連絡

することで，緊急時対策所の設計基準事

故及び重大事故等の対処に必要な指示を

行う要員が有毒ガスの発生を認知できる

よう，通信連絡設備を設ける設計とす

る。DB◇1 ,SA◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

有毒ガスが及ぼす影響

及び防護に関する記載

のため 

4(P15)から 

18(P7)から 

【許可からの変更点】 

敷地内の可動源に対す

る記載については，他

条文にて記載している

ため，設計方針の記載

箇所を明確化した。 
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緊急時対策建屋換気設備は，有毒ガス

が及ぼす影響により，必要な指示を行う

要員の対処能力が著しく低下しないよ

う，緊急時対策建屋送風機，緊急時対策

建屋換気設備ダクト・ダンパ及び監視制

御盤を設置する設計とする。 

DB⑩-6,SA㉓-6 

 

緊急時対策建屋換気設備は，有毒ガス

の発生時において，当該要員の対処能力

が損なわれるおそれがある場合には，再

循環モードとして，緊急時対策建屋換気

設備の給気側及び排気側のダンパを閉止

し，外気の取入れを遮断し，緊急時対策

建屋の空気を再循環できる設計とする。 

DB⑩-7,SA㉓-7 

 

上記評価を踏まえた対策等により，当

該要員を防護できる設計とする。 

DB⑩-8,SA㉓-8 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，異常等に対処するた

めに必要な指示を行う要員等を収容で

き，必要な期間にわたり安全にとどまる

ことができることを確認するため，可搬

型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計

及び可搬型窒素酸化物濃度計を設ける設

計とする。DB⑨-1 

 

 

緊急時対策所は，制御室の運転員を介

さず設計基準事故に対処するために必要

な再処理施設の情報を収集する設備とし

て，データ収集装置及びデータ表示装置

を設置する設計とする。DB⑥-1 

 

 

 

また，換気設備の隔離，防護具の着用

等の対策により，有毒ガスから緊急時対

策所の設計基準事故及び重大事故等の対

処に必要な指示を行う要員を防護できる

設計とする。DB□3 ,SA□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記評価を踏まえた対策等により，当

該要員を防護できる設計とする。 

DB⑩-8,SA㉓-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，換気設備の隔離，防護具の着用

等の対策により，有毒ガスから緊急時対

策所の設計基準事故及び重大事故等の対

処に必要な指示を行う要員を防護できる

設計とする。DB◇1 ,SA◇1  
 

 

9.16.1.4 主要設備 

 (２)  緊急時対策建屋換気設備 

緊急時対策建屋換気設備は，有毒ガス

が及ぼす影響により，必要な指示を行う

要員の対処能力が著しく低下しないよ

う，緊急時対策建屋送風機，緊急時対策

建屋換気設備ダクト・ダンパ及び監視制

御盤を設ける設計とする。 

DB⑩-6,SA㉓-6 

 

緊急時対策建屋換気設備は，有毒ガス

の発生時において，当該要員の対処能力

が損なわれるおそれがある場合には，再

循環モードとして，緊急時対策建屋換気

設備の給気側及び排気側のダンパを閉止

し，外気の取入れを遮断し，緊急時対策

建屋の空気を再循環できる設計とする。 

DB⑩-7,SA㉓-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，異常等に対処するた

めに必要な指示を行うための要員等を収

容でき，必要な期間にわたり安全にとど

まることができることを確認するため，

可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃

度計及び可搬型窒素酸化物濃度計を配備

する。DB⑨-1 

 

 

緊急時対策所は，制御室の運転員を介

さず設計基準事故に対処するために必要

な再処理施設の情報を収集する設備とし

て，データ収集装置及びデータ表示装置

を設置する。DB⑥-1 

 

 

 

※「放射線管理施設」 

第２章 個別項目 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等 

2.2 換気設備 

2.2.2 緊急時対策所換気系 

（緊急時対策所非常用換気設備及び緊急
時対策所加圧設備における各設備の機器
及び設計条件についての内容であるため
中略） 
緊急時対策所非常用換気設備及び緊急

時対策所加圧設備の設計に当たっては，

緊急時対策所に必要な外気取入れ量に対

して十分な余裕を考慮した設計とする。

また，緊急時対策所外の火災により発生

する燃焼ガス又はばい煙，有毒ガス及び

降下火砕物に対する換気設備の隔離及び

その他の適切に防護するための設備を設 

ける設計とする。 

（緊急時対策所非常用換気設備及び緊急
時対策所加圧設備の耐震性についての内
容であるため省略する） 

。 

 

 

 

 

 

 

「緊急時対策所」 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(3) 緊急時対策所の機能 

a.居住性の確保 

緊急時対策所は，原子炉冷却系統に係

る発電用原子炉施設の損壊その他の異常

が発生した場合に適切な措置をとるため

に必要な要員を収容できるとともに，そ

れら要員が必要な期間にわたり滞在でき

る設計とする。 

（重大事故等が発生した場合において，
居住性を確保するための措置についての
内容であるため省略する） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20(P39)へ 
（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

緊急時対策所として設置する設

備の考え方は同様だが，緊急時

対策所の設備構成を明確化する

ために記載した。 

【「等」の解説】 

「必要な指示を行う要員等」と

は，支援組織の要員及び実施組

織の要員の一部を示す。 

（以下同じ） 【許可からの変更点】 

設工認申請において，可

搬型設備に対しては「設

ける設計とする」を用い

ることとしたため，記載

を適正化した。 

(以下同じ) 

【「等」の解説】 

「異常等」とは，事象発

生から設計基準事故時ま

でを示す。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

他箇所と記載の横並びをと

り「指示を行う要員」と適

正化した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

有毒ガスが及ぼす影響

及び防護に関する記載

のため 

19(P8)から 
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緊急時対策所は，再処理施設の内外の

必要な場所との通信連絡を行うため，統

合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統

合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡ

Ｘ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会

議システム，データ伝送設備，一般加入

電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，フ

ァクシミリ，ページング装置及び専用回

線電話を設置又は設ける設計とする。 

DB⑦-1 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，MOX 燃料加工施設と

共用し，共用によって再処理施設の安全

性が損なわれないよう，十分な収容人数

等を確保した設計とする。DB⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，再処理施設の内外の

必要な場所との通信連絡を行うため，統

合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統

合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡ

Ｘ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会

議システム，データ伝送設備，一般加入

電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，フ

ァクシミリ，ページング装置及び専用回

線電話を設置又は配備する。DB⑦-1 

 

緊急時対策所は，有毒ガスが必要な指

示を行う要員に及ぼす影響により，当該

要員の対処能力が著しく低下しないよ

う，当該要員が緊急時対策所内にとどま

り，事故対策に必要な指示を行うことが

できる設計とする。DB◇1 ,SA◇1    

 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用し，共用によって再処理施設の安

全性が損なわれないよう，十分な収容人

数等を確保した設計とする。DB⑤ 

 

9.16.1.2 設計方針 

(１) 緊急時対策所は，設計基準事故が

発生した場合において，適切な措置を行

うために必要な要員を収容し，必要な期

間にわたり安全に滞在できる設計とす

る。DB◇1  

 

(２) 緊急時対策所は，必要な指示を行

う要員等がとどまることができることを

確認するため，可搬型酸素濃度計，可搬

型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化

物濃度計を配備する。DB◇6  

 

(３) 緊急時対策所は，制御室内の運転

員を介さず異常等に対処するために必要

な放射線環境の情報及び再処理施設の情

報が収集できる設計とする。DB◇1  

 

(４) 緊急時対策所は，再処理施設の内

外の必要な場所との通信連絡を行うた

め，統合原子力防災ネットワークＩＰ電

話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－

ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴ

Ｖ会議システム，データ伝送設備，一般

加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電

話，ファクシミリ，ページング装置及び

専用回線電話を設置又は配備する。DB◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

緊急時対策所として設置

する設備の考え方は同様

だが，緊急時対策所の設

備構成を明確化するため

に記載した。 
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(５) 緊急時対策所は，制御室以外の場

所に設け，設計基準事故が発生した場合

においても，対策活動ができる設計とす

る。DB◇1  

 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用し，共用によって再処理施設の安

全性が損なわれないよう，十分な収容人

数等を確保した設計とする。DB◇1  

 

(６) 緊急時対策所は，有毒ガスが必要

な指示を行う要員に及ぼす影響により，

当該要員の対処能力が著しく低下しない

よう，当該要員が緊急時対策所内にとど

まり，事故対策に必要な指示を行うこと

ができるようにするため，換気設備を設

置する設計とする。また，防護具を配備

する。DB◇1 ,SA◇1  

 

9.16.1.3 主要設備の仕様 

緊急時対策所の主要設備の仕様を第

9.16－１表(1)に示す。DB◇3  

緊急時対策所の通信連絡設備の概略仕

様を第 9.16－１表(2)に示す。DB◇3  

 

9.16.1.4 主要設備 

(１) 緊急時対策所 

設計基準事故が発生した場合に必要な

指示を行うための要員が，必要な期間に

わたり安全に滞在できるよう，緊急時対

策所を設置する。DB◇1  

 

緊急時対策所は，遮蔽設備及び換気設

備を設ける。DB◇6  

 

緊急時対策所は，有毒ガスが及ぼす影

響により，設計基準事故及び重大事故等

の対処に必要な指示を行う要員の対処能

力が著しく低下し，安全機能を有する施

設の安全機能が損なわれることがない設

計とする。DB◇1 ,SA◇1  

 

そのために，事業指定基準規則第九条

及び第十二条に係る設計方針を踏まえ

て，敷地内外の固定源及び可動源それぞ

れに対して，有毒ガス防護に係る影響評

価を実施する。DB◇1 ,SA◇1  
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有毒ガス防護に係る影響評価に当たっ

ては，有毒ガス評価ガイドを参考とし，

再処理施設の特徴（再処理プロセスで大

量に化学薬品を取り扱うため，化学薬品

の取扱いに係る安全設計がなされている

等）を考慮する。DB◇1 ,SA◇1  

 

有毒ガス防護に係る影響評価では，有

毒ガスが作業環境中に多量に放出され，

人体へ悪影響を及ぼすおそれがあるかの

観点から，化学物質の性状，保有量及び

保有方法を踏まえ，有毒ガス防護に係る

影響評価の対象とする固定源及び可動源

を特定する。DB◇1 ,SA◇1  

 

また，固定源及び可動源の有毒ガス防

護に係る影響評価に用いる保有量等の評

価条件を，現場の状況を踏まえ設定す

る。固定源に対しては，貯蔵容器すべて

が損傷し，可動源に対しては，影響の最

も大きい輸送容器が一基損傷し，内包す

る化学物質が全量流出することを設定す

る。DB◇1 ,SA◇1  

 

 

敷地内外の固定源に対しては，当該要

員の吸気中の有毒ガス濃度が，有毒ガス

防護のための判断基準値を下回ることを

評価により確認した。DB◇1 ,SA◇1  

 

したがって，有毒ガスの発生を検出す

るための装置や自動的に警報するための

装置を設置する必要はない。 

DB⑩-4,SA㉓-4 

 

なお，万一に備え，敷地内外の可動源

に対する対策と同様の対策をとる。 

DB◇1 ,SA◇1  
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敷地内外の可動源に対しては，

「1.7.16.2 再処理施設における化学薬

品取扱いの基本方針」に示した化学薬品

の安全管理に係る手順に基づき，漏えい

又は異臭等の異常を確認した者（立会

人，公的機関から情報を入手した者等）

から連絡を受け有毒ガスの発生を認知し

た中央制御室の運転員（統括当直長）

が，緊急時対策所の設計基準事故及び重

大事故等の対処に必要な指示を行う要員

（非常時対策組織本部の本部長）に連絡

することで，緊急時対策所の設計基準事

故及び重大事故等の対処に必要な指示を

行う要員が有毒ガスの発生を認知できる

よう，通信連絡設備を設ける設計とす

る。DB◇1 ,SA◇1  

 

また，換気設備の隔離，防護具の着用

等の対策により，有毒ガスから緊急時対

策所の設計基準事故及び重大事故等の対

処に必要な指示を行う要員を防護できる

設計とする。DB◇1 ,SA◇1  

  

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用する。DB◇1  

 
 

(２)  緊急時対策建屋換気設備 

緊急時対策建屋換気設備は，有毒ガス

が及ぼす影響により，必要な指示を行う

要員の対処能力が著しく低下しないよ

う，緊急時対策建屋送風機，緊急時対策

建屋換気設備ダクト・ダンパ及び監視制

御盤を設ける設計とする。 

DB⑩-6,SA㉓-6 

 

緊急時対策建屋換気設備は，有毒ガス

の発生時において，当該要員の対処能力

が損なわれるおそれがある場合には，再

循環モードとして，緊急時対策建屋換気

設備の給気側及び排気側のダンパを閉止

し，外気の取入れを遮断し，緊急時対策

建屋の空気を再循環できる設計とする。 

DB⑩-7,SA㉓-7 

 

本系統の流路として，緊急時対策建屋

換気設備ダクト・ダンパを使用する。 

DB◇1 ,SA◇1  
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また，緊急時対策建屋換気設備等の起

動状態等を確認するため，監視制御盤を

使用する。DB◇1 , SA◇1  

 

緊急時対策建屋換気設備の系統概要図

を第 9.16-１図に示す。DB◇3 ,SA◇4  

 

(３) 緊急時対策建屋環境測定設備 

設計基準事故が発生した場合に必要な

指示を行う要員が，対策本部室にとどま

ることができる環境にあることを確認す

るため，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸

化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度

計を配備する。DB◇6  

 

 (４) 緊急時対策建屋情報把握設備 
データ収集装置及びデータ表示装置を

設置し，制御室内の運転員を介さずに，

異常状態等を正確，かつ，速やかに把握

するために【DB⑥-3】必要な放射線環境

の情報及び再処理施設の情報が収集でき

る設計とする。DB◇1  

 

 

データ収集装置及びデータ表示装置の

系統概要図を第 9.16－１図に示す DB◇3  
  

 (５) 通信連絡設備 

緊急時対策所は，再処理施設の内外の

必要な場所との通信連絡を行うため，統

合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統

合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡ

Ｘ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会

議システム，データ伝送設備，一般加入

電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，フ

ァクシミリ，ページング装置及び専用回

線電話を設置又は配備する。DB◇4  

 

設備の詳細は，「9.17 通信連絡設

備」にて整理する。DB◇3  

 

9.16.1.5 試験・検査 

(１) 主要設備は，その機能を確保する

ため定期的な試験及び検査を行う。DB◇2  
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第9.16－１表(1) 緊急時対策所の主要

設備及び仕様 

 

１．緊急時対策建屋換気設備 

ａ) 緊急時対策建屋送風機（ＭＯＸ燃料

加工施設と共用） 

台数 ４（予備として故障時のバックア

ップを２台） 

容 量 約63,500ｍ３／ｈ／台 

ｂ) 緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダ

ンパ（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

数 量 １式 

ｃ) 監視制御盤（ＭＯＸ燃料加工施設と

共用） 

面 数 １DB◇5  

 

２．緊急時対策建屋環境測定設備 

ａ)   可搬型酸素濃度計（ＭＯＸ燃料加

工施設と共用） 

台  数    ３（予備として故障時

及び待機除外時のバックアップを２台） 

測定範囲    0.0～25.0ｖｏｌ％ 

ｂ)   可搬型二酸化炭素濃度計（ＭＯＸ

燃料加工施設と共用） 

台  数    ３（予備として故障時

及び待機除外時のバックアップを２台） 

測定範囲    0.0～5.0ｖｏｌ％ 

ｃ)  可搬型窒素酸化物濃度計（ＭＯＸ

燃料加工施設と共用） 

台  数    ３（予備として故障時

及び待機除外時のバックアップを２台） 

測定範囲    0.0～9.0ｐｐｍDB◇5   

 

３．緊急時対策建屋情報把握設備 

ａ)    データ収集装置 

台  数    ２（予備として故障時

のバックアップを１台） 

ｂ)    データ表示装置 

台  数    ２（予備として故障時

のバックアップを１台）DB◇5  
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緊急時対策所は，重大事故等が発生し

た場合（有毒ガスが発生した場合を含

む。）においても，当該重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員がと

どまることができるよう，居住性を確保

するための設備として適切な遮蔽設備及

び換気設備を設置する等の措置を講じた

設計とするとともに，【SA②-1,2】重大

事故等に対処するために必要な情報を把

握できる設備【SA⑩-1,2】及び再処理施

設の内外の通信連絡をする必要のある場

所と通信連絡を行うために必要な設備を

設ける設計とする。SA⑫-1,2 

また，重大事故等に対処するために必

要な数の原子力防災組織又は非常時対策

組織（以下「非常時対策組織」とい

う。）の要員を収容できる設計とする。

SA⑬-1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所の居住性を確保するた

め，緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時

対策建屋換気設備，緊急時対策建屋環境

測定設備，緊急時対策建屋放射線計測設

備を設置又は設ける設計とする。SA②-3 

 

重大事故等に対処するために必要な情

報を把握することができるよう，緊急時

対策建屋情報把握設備を設置する。 

【SA⑩-3】 

 

また，重大事故等が発生した場合にお

いても再処理施設の内外の通信連絡をす

る必要のある場所と通信連絡を行うため

の設備として通信連絡設備を設置又は設

ける設計とする。SA⑫-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，重大事故等が発生し

た場合（有毒ガスが発生した場合を含

む。）においても，当該重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員がと

どまることができるよう，適切な措置を

講じた設計とするとともに，【SA②-1】

重大事故等に対処するために必要な情報

を把握できる設備【SA⑩-1】及び再処理

施設の内外の通信連絡をする必要のある

場所と通信連絡を行うために必要な設備

を設置又は配備する。【SA⑫-1】また，

重大事故等に対処するために必要な数の

原子力防災組織又は非常時対策組織（以

下「非常時対策組織」という。）の要員

を収容できる設計とする。SA⑬-1 

 

 

 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造

及び設備 

(４）その他の主要な事項 

(ⅸ) 緊急時対策所 
緊急時対策所は，重大事故等が発生し

た場合（有毒ガスが発生した場合を含

む。）においても，当該重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員がと

どまることができるよう，居住性を確保

するための設備として適切な遮蔽設備及

び換気設備を設ける等の措置を講じた設

計とするとともに，【SA②-2】重大事故

等に対処するために必要な情報を把握で

きる設備【SA⑩-2】及び再処理施設の内

外の通信連絡をする必要のある場所と通

信連絡を行うために必要な設備を設置又

は配備する。【SA⑫-2】また，重大事故

等に対処するために必要な数の非常時対

策組織の要員を収容できる設計とする。

SA⑬-2 

 

 

 

 

 

9.16.2 重大事故等対処設備 

9.16.2.1 概要 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，重大事故等が発生し

た場合（有毒ガスが発生した場合を含

む。）においても，当該重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員がと

どまることができるよう，居住性を確保

するための設備として適切な遮蔽設備及

び，換気設備を設ける等の措置を講じた

設計とするとともに，重大事故等に対処

するために必要な情報を把握できる設備 

及び再処理施設の内外の通信連絡をする

必要のある場所と通信連絡を行うために

必要な設備を設置又は配備する。SA◇1  

また，重大事故等に対処するために必

要な数の非常時対策組織の要員を収容で

きる設計とする。SA◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所の居住性を確保するた

め，緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時

対策建屋換気設備，緊急時対策建屋環境

測定設備，緊急時対策建屋放射線計測設

備を設置又は配備する。SA②-3 

 

重大事故等に対処するために必要な情

報を把握することができるよう，緊急時

対策建屋情報把握設備を設置する。 

SA⑩-3 

 

また，重大事故等が発生した場合にお

いても再処理施設の内外の通信連絡をす

る必要のある場所と通信連絡を行うため

の設備として通信連絡設備を設置又は配

備する。SA⑫-3 

※「緊急時対策所」 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(3) 緊急時対策所の機能 
a.居住性の確保 

（設計基準における措置についての記載
であるため省略する） 

緊急時対策所は，重大事故等が発生し

た場合においても，重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員に加え，

原子炉格納容器の破損等による発電所外

への放射性物質の拡散を抑制するための

対策に対処するために必要な数の要員を

含め，重大事故等に対処するために必要

な数の要員を収容することができるとと

もに，重大事故等に対処するために必要

な指示を行う要員がとどまることができ

るよう，適切な遮蔽設計及び換気設計を

行い緊急時対策所の居住性を確保する。 

（緊急時対策所にとどまる要員の被ばく
評価，濃度計，放射線量の監視，測定及
び出入管理区画についての内容であるた
め省略する） 

 

b.情報の把握 

緊急時対策所には，原子炉冷却系統に

係る発電用原子炉施設の損壊その他の異

常に対処するために必要な情報及び重大

事故等が発生した場合においても当該事

故等に対処するために必要な指示ができ

るよう，重大事故等に対処するために必

要な情報を，中央制御室内の運転員を介

さずに正確，かつ速やかに把握できる情

報収集設備を設置する。 

（情報収集設備について具体的な内容の
記載であるため省略する） 

 

c. 通信連絡 

（設計基準における措置についての記載
であるため省略する） 

緊急時対策所には，重大事故等が発生

した場合においても発電所の内外の通信

連絡をする必要のある場所と通信連絡で

きる設計とする。 

（通信連絡設備設備について具体的な内
容の記載であるため省略する） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「遮蔽設備及び換気設備

を設置する等」の指す内

容は，緊急時対策所内の

酸素濃度及び二酸化炭素

濃度の確認並びに緊急時

対策所内外の線量率及び

放射性物質濃度の確認が

できる設備を設けること

であり，居住性評価の添

付書類「Ⅵ-1-5-2-2 緊

急時対策所の居住性に関

する説明書」で示すため

当該箇所では許可の記載

を用いた。 

5(P16)から 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

緊急時対策所として設

置する設備の考え方は

同様だが，緊急時対策

所の設備構成を明確化

するために記載した。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条、第五十条（緊急時対策所）（12 / 75） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部電源が喪失した場合に，重大事故

等に対処するために必要な電源を確保す

るため，緊急時対策建屋電源設備を設置

する設計とする。SA⑪-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，冷却機能の喪失によ

る蒸発乾固及び放射線分解により発生す

る水素による爆発の同時発生において，

多段の重大事故等の拡大防止対策が機能

しないことを条件とし，かつ，マスクの

着用，交代要員体制等による被ばく線量

の低減措置を考慮しない場合において

も，緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時

対策建屋換気設備の緊急時対策建屋フィ

ルタユニット，緊急時対策建屋送風機及

び緊急時対策建屋の気密性の機能とあい

まって，緊急時対策所にとどまる非常時

対策組織の要員の実効線量が，7日間で

100mSvを超えない設計とする。 

SA②-4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造

及び設備 

(４）その他の主要な事項 

(ⅸ) 緊急時対策所 

緊急時対策所は，想定される重大事故

等に対して十分な保守性を見込み，冷却

機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分

解により発生する水素による爆発の同時

発生において，多段の重大事故等の拡大

防止対策が機能しないことを仮定した場

合において，かつ，マスクの着用，交代

要員体制等による被ばく線量の低減措置

を考慮しない場合においても，緊急時対

策建屋の遮蔽設備及び緊急時対策建屋換

気設備の機能があいまって，緊急時対策

所にとどまる非常時対策組織の要員の実

効線量が，７日間で100ｍＳｖを超えな

い設計とする。SA②-5 

 

 

緊急時対策所は，重大事故等が発生し

た場合において，マスクの着用，交代要

員体制等による被ばく線量の低減措置を

考慮しなくても，緊急時対策所にとどま

る非常時対策組織の要員の実効線量が７

日間で 100ｍＳｖを超えない設計とす

る。SA②-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部電源が喪失した場合に，重大事故

等に対処するために必要な電源を確保す

るため，緊急時対策建屋電源設備を設置

する。SA⑪-1 

 

緊急時対策所は，非常時対策組織の要

員等が緊急時対策所に７日間とどまり重

大事故等に対処するために必要な数量の

食料，その他の消耗品及び汚染防護服等

並びにその他の放射線管理に使用する資

機材等（以下「放射線管理用資機材」と

いう。）を配備する。SA◇2  

 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用し，共用によって再処理施設の安

全性を損なわない設計とする。SA◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「緊急時対策所」 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(3) 緊急時対策所の機能 

a.居住性の確保 

（設計基準における措置，緊急時対策所
にとどまる要員の居住性の確保するため
の措置，被ばく評価及び濃度計について
の内容であるため中略） 
重大事故等が発生した場合における緊

急時対策所の居住性については，想定す

る放射性物質の放出量等を東京電力ホー

ルディングス株式会社福島第一原子力発

電所事故と同等とし，かつ緊急時対策所

内でのマスクの着用，交替要員体制，安

定ヨウ素剤の服用及び仮設設備を考慮し

ない条件においても，「原子力発電所中

央制御室の居住性に係る被ばく評価手法

について（内規）」の手法を参考とした

被ばく評価において，緊急時対策所にと

どまる要員の実効線量が事故後7日間で

100mSvを超えない設計とする。 

（出入管理区画の内容であるため省略す
る） 
 

※「放射線管理施設」 

第２章 個別項目 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等 

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住 

性を確保するための防護措置 

（中央制御室及び緊急時対策所の居住性
を確保するための防護措置についての内
容であるため中略） 
緊急時対策所遮蔽及び二次遮蔽は，緊

急時対策所の気密性，緊急時対策所非常

用換気設備及び緊急時対策所加圧設備の

機能とあいまって，緊急時対策所にとど

まる要員の実効線量が7日間で100mSvを

超えない設計とする。 

（出入管理区画の内容であるため省略す
る） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6(P20)から 

【許可からの変更点】 

想定する重大事故等の内容は，

事業許可申請書において定義済

みであるため。 

【「等」の解説】 

「交代要員体制等」の指

す内容は，安定ヨウ素剤

の服用及び仮設設備の考

慮であり，居住性評価の

添付書類で示すため，当

該箇所では許可の記載を

用いた。 

【許可からの変更点】 

居住性の確保のために

期待する機能を明確化

した。 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

再処理施設特有の被ばく

評価条件となる重大事故

想定を記載するため。 （発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

居住性評価の条件

として想定する事

象が異なるため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

緊急時対策所として設置

する設備の考え方は同様

だが，緊急時対策所の設

備構成を明確化するため

に記載した。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，重大事故等への対処

が開始されている状態で，漏えい又は異

臭等の異常を確認した者（立会人，公的

機関から情報を入手した者等）から連絡

を受け有毒ガスの発生を認知した中央制

御室の実施組織要員（実施責任者）が，

緊急時対策所の重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員（非常時対策

組織本部の本部長）に連絡することで，

緊急時対策所の重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員が有毒ガスの

発生を認知できるよう，通信連絡設備及

び代替通信連絡設備を設置する設計とす

る。SA㉓-9 

 

 

 

 

 

 

 

これらの対策により，有毒ガスによる

影響を考慮した場合でも，緊急時対策所

に重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員がとどまることができる設

計とする。SA㉓-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造

及び設備 

(４）その他の主要な事項 

(ⅸ) 緊急時対策所 

緊急時対策所は，重大事故等への対処

が開始されている状態で，漏えい又は異

臭等の異常を確認した者（立会人，公的

機関から情報を入手した者等）から連絡

を受け有毒ガスの発生を認知した中央制

御室の実施組織要員（実施責任者）が，

緊急時対策所の重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員（非常時対策

組織本部の本部長）に連絡することで，

緊急時対策所の重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員が有毒ガスの

発生を認知できるよう，通信連絡設備及

び代替通信連絡設備を設ける設計とす 

る。SA㉓-9 

 

 

 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造

及び設備 

(４）その他の主要な事項 

(ⅸ) 緊急時対策所 

これらの対策により，有毒ガスによる

影響を考慮した場合でも，緊急時対策所

に重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員がとどまることができる設

計とする。SA㉓-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7(P20)から 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

有毒ガスが及ぼす

影響及び防護に関

する記載のため 
8(P20)から 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造

及び設備 

 

(４）その他の主要な事項 

(ⅸ) 緊急時対策所 

 

 

再処理施設には，設計基準事故が発生

した場合に，適切な措置をとるため，緊

急時対策所を制御室以外の場所に設ける

設計とする。DB②-2 

 

 

 

緊急時対策所は，対策本部室，待機室

及び全社対策室から構成され，緊急時対

策建屋に設置する設計とする。DB③ 

 

緊急時対策建屋の主要構造は，鉄筋コ

ンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリー

ト造）で，【DB□1】地上１階（一部地上

２階建て），地下１階，建築面積約

4,900ｍ２【DB□1】の建物である。DB④ 

 

緊急時対策建屋機器配置概要図を第

184図及び第 185図に示す。DB□2  
 

 

 

緊急時対策所は，所内データ伝送設備

が伝送する事故状態等の把握に必要なデ

ータ並びに環境モニタリング設備のモニ

タリングポスト及びダストモニタのデー

タを把握できる設計とする。 
所内データ伝送設備は，「リ.（４）

(ⅹ) 通信連絡設備」に，モニタリング

ポスト及びダストモニタは，「チ．放射

線管理施設の設備」に記載する。 

 

 

 

緊急時対策所は，有毒ガスが及ぼす影

響により，設計基準事故及び重大事故等

の対処に必要な指示を行う要員の対処能

力が著しく低下し，安全機能を有する施

設の安全機能が損なわれることがない設

計とする。DB⑩-2,SA㉓-2 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのために，事業指定基準規則第九条

及び第十二条に係る設計方針を踏まえ

て，有毒ガス防護に係る影響評価を実施

する。DB□3 ,SA□2  

 

有毒ガス防護に係る影響評価に当たっ

ては，有毒ガスが作業環境中に多量に放

出され，人体へ悪影響を及ぼすおそれが

あるかの観点から，化学物質の性状，保

有量及び保有方法を踏まえ，有毒ガス防

護に係る影響評価の対象とする固定源及

び可動源を特定する。DB□3 ,SA□2  

 

また，固定源及び可動源の有毒ガス防

護に係る影響評価に用いる保有量等の評

価条件を，現場の状況を踏まえ設定す

る。DB□3 ,SA□2  

 

 

敷地内外の固定源に対しては，当該要

員の吸気中の有毒ガス濃度が，有毒ガス

防護のための判断基準値を下回ることを

評価により確認した。DB□3 ,SA□2  

 

なお，万一に備え，敷地内外の可動源

に対する対策と同様の対策をとる。 

DB□3 ,SA□2  

 

敷地内外の可動源に対しては，「ロ．

(７) (ⅰ)（ｄ） 化学薬品の漏えいによ

る損傷の防止」に示した化学薬品の安全

管理に係る手順に基づき，漏えい又は異

臭等の異常を確認した者（立会人，公的

機関から情報を入手した者等）から連絡 

を受け有毒ガスの発生を認知した中央制

御室の運転員（統括当直長）が，緊急時

対策所の設計基準事故及び重大事故等の

対処に必要な指示を行う要員（非常時対

策組織本部の本部長）に連絡すること

で，緊急時対策所の設計基準事故及び重

大事故等の対処に必要な指示を行う要員

が有毒ガスの発生を認知できるよう，通

信連絡設備を設ける設計とする。 

DB□3 ,SA□2  

 

また，換気設備の隔離，防護具の着用

等の対策により，有毒ガスから緊急時対

策所の設計基準事故及び重大事故等の対

処に必要な指示を行う要員を防護できる

設計とする。DB□3 ,SA□2  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，重大事故等が発生し

た場合（有毒ガスが発生した場合を含

む。）においても，当該重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員がと

どまることができるよう，居住性を確保

するための設備として適切な遮蔽設備及

び換気設備を設ける等の措置を講じた設

計とするとともに，重大事故等に対処す

るために必要な情報を把握できる設備及

び再処理施設の内外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡を行うために必

要な設備を設置又は配備する。また，重

大事故等に対処するために必要な数の非

常時対策組織の要員を収容できる設計と

する。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，重大事故等が発生し

た場合においても，当該重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員がと

どまることができるよう，基準地震動に

よる地震力に対し，耐震構造とする緊急

時対策建屋内に設けることにより，その

機能を喪失しない設計とする。SA③-1 
 

 

また，緊急時対策建屋は，大きな影響

を及ぼすおそれがある津波に対して必要

な機能が損なわれることがないよう，標

高約55m及び海岸からの距離約5kmの地点

に設置する設計とする。SA③-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，基準地震動による地

震力に対し，耐震構造とする緊急時対策

建屋内に設けることにより，その機能を

喪失しない設計とする。SA③-1 

 

 

 

 

 

また，緊急時対策建屋は，大きな影響

を及ぼすおそれがある津波に対して必要

な機能が損なわれることがないよう，標

高約55ｍ及び海岸からの距離約５ｋｍの

地点に設置する設計とする。SA③-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.2 設計方針 

 

緊急時対策所は，【SA◇1】重大事故等

が発生した場合においても，当該重大事

故等に対処するために必要な指示を行う

要員がとどまることができるよう，【SA

③-1】基準地震動による地震力に対し耐

震構造とする緊急時対策建屋内に設ける

ことにより，その機能を喪失しない設計

とする。SA◇1  

 

また，緊急時対策建屋は，大きな影響

を及ぼすおそれがある津波に対して必要

な機能が損なわれることがないよう，標

高約55ｍ及び海岸からの距離約５ｋｍの

地点に設置する設計とする。SA◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「緊急時対策所」 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(2) 必要な条件 

a. 耐震性及び耐津波性 

緊急時対策所は，重大事故等が発生し

た場合においても，当該事故等に対処す

るための適切な措置が講じられるよう，

その機能に係る設備を含め，基準地震動

Ｓｓによる地震力に対し，機能を喪失し

ないよう設計するとともに，基準津波の

影響を受けない設計とする。 

緊急時対策所は敷地高さT.P.+23 m 以

上に設置し，敷地に遡上する津波による

浸水の影響を受けない設計とする。 

 

※「放射線管理施設」 

第２章 個別項目 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等 

2.2 換気設備 

2.2.2 緊急時対策所換気系 

（緊急時対策所非常用換気設備及び緊急
時対策所加圧設備における各設備の機器
及び設計条件についての内容であるため
中略） 
緊急時対策所の緊急時対策所非常用換

気設備及び緊急時対策所加圧設備は，基

準地震動Ｓｓによる地震力に対し，機能

を喪失しないようにするとともに，緊急

時対策所の気密性とあいまって緊急時対

策所の居住性に係る判断基準を満足する

設計とする。 
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緊急時対策所は，共通要因により制御

室と同時にその機能を喪失しないよう，

制御室に対して独立性を有する設計とす

るとともに，制御室からの離隔距離を確

保した場所に設置する設計とする。SA④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，独立性を有すること

により，共通要因によって制御室と同時

に機能喪失しない設計とする。SA④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，重大事故等への対処

が開始されている状態で，漏えい又は異

臭等の異常を確認した者（立会人，公的 

機関から情報を入手した者等）から連

絡を受け有毒ガスの発生を認知した中央

制御室の実施組織要員（実施責任者）

が，緊急時対策所の重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員（非常時

対策組織本部の本部長）に連絡すること

で，緊急時対策所の重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員が有毒ガ

スの発生を認知できるよう，通信連絡設

備及び代替通信連絡設備を設ける設計と

する。SA◇1  

 

また，換気設備の隔離，防護具の着用

等の対策により，有毒ガスから緊急時対

策所の重大事故等に対処するために必要

な指示を行う要員を防護できる設計とす

る。SA◇1  

 

これらの対策により，有毒ガスによる

影響を考慮した場合でも，緊急時対策所

に重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員がとどまることができる設

計とする。SA◇1    

 

 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(１) 系統構成 

緊急時対策所の機能に係る設備は，

【SA◇1】共通要因により制御室と同時に

その機能を喪失しないよう，制御室に対

して独立性を有する設計とするととも

に，制御室からの離隔距離を確保した場

所に設置又は配備する。SA④ 

 

緊急時対策所は，独立性を有すること

により，共通要因によって制御室と同時

に機能喪失しない設計とする。SA◇1  

 

 

緊急時対策建屋電源設備は，多重性を

有する設計とする。SA◇1  

 

緊急時対策所は，緊急時対策所にとど

まる非常時対策組織の要員の実効線量

が，７日間で100ｍＳｖを超えない設計

とする。SA◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「緊急時対策所」 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(2) 必要な条件 

b. 中央制御室に対する独立性 

緊急時対策所の機能に係る設備は，中

央制御室との共通要因により同時に機能

喪失しないよう，中央制御室に対して独

立性を有する設計とするとともに，中央

制御室とは離れた位置に設置又は保管す

る設計とする。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋は，建屋の外側が放射

性物質により汚染したような状況下にお

いて，現場作業に従事した要員による緊

急時対策所への汚染の持ち込みを防止す

るため，作業服の着替え，防護具の着装

及び脱装，身体汚染検査並びに除染作業

ができる出入管理区画を設置する設計と

する。SA⑤-1 

 

また，建屋出入口に設ける 2 つの扉

は，汚染の持ち込みを防止するため，同

時に開放できない設計とする。 

SA⑤-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋は，建屋の外側が放射

性物質により汚染したような状況下にお

いて，現場作業に従事した要員による緊

急時対策所への汚染の持ち込みを防止す

るため，作業服の着替え，防護具の着装

及び脱装，身体汚染検査並びに除染作業

ができる区画を設ける設計とする。 

SA⑤-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(１)系統構成 

緊急時対策建屋は，建屋の外側が放射

性物質により汚染したような状況下にお

いて，現場作業に従事した要員による緊

急時対策所への汚染の持ち込みを防止す

るため，【SA◇1】出入管理区画【SA⑤-

1】を設ける設計とする。SA◇1  

 

 

 

また，建屋出入口に設ける２つの扉

は，汚染の持ち込みを防止するため，同

時に開放できない設計とする。SA⑤-2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「緊急時対策所」 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(3)緊急時対策所の機能 

a.居住性の確保 

（設計基準における措置，緊急時対策所
にとどまる要員の居住性の確保するため
の措置，被ばく評価，濃度計及び放射線
量の監視，測定についての内容であるた
め中略） 
緊急時対策所は，重大事故等が発生

し，緊急時対策所の外側が放射性物質に

より汚染したような状況下において，対

策要員が緊急時対策所内に放射性物質に

よる汚染を持ち込むことを防止するた

め，身体サーベイ及び作業服の着替え等

を行うための区画を設置する設計とす

る。身体サーベイの結果，対策要員の汚

染が確認された場合は，対策要員の除染

を行うことができる区画を，身体サーベ

イを行う区画に隣接して設置することが

できるよう考慮する。 

 

※「放射線管理施設」 

第２章 個別項目 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等 

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住 

性を確保するための防護措置 

（中央制御室及び緊急時対策所の居住性
を確保するための防護措置についての内
容であるため中略） 
緊急時対策所は，重大事故等が発生

し，緊急時対策所の外側が放射性物質に

より汚染したような状況下において，対

策要員が緊急時対策所内に放射性物質に

よる汚染を持ち込むことを防止するた

め，身体サーベイ及び作業服の着替え等

を行うための区画を設置する設計とす

る。身体サーベイの結果，対策要員の汚

染が確認された場合は，対策要員の除染

を行うことができる区画を，身体サーベ

イを行う区画に隣接して設置することが

できるよう考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

緊急時対策所への汚染の

持ち込みを防止する方針

は同様であるが，当社施

設特有の機能のため。

（エアロック機構） 

23(P58)から 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，想定される重大事故

等に対して十分な保守性を見込み，冷却

機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分

解により発生する水素による爆発の同時

発生において，多段の重大事故等の拡大

防止対策が機能しないことを仮定した場

合において，かつ，マスクの着用，交代

要員体制等による被ばく線量の低減措置

を考慮しない場合においても，緊急時対

策建屋の遮蔽設備及び緊急時対策建屋換

気設備の機能があいまって，緊急時対策

所にとどまる非常時対策組織の要員の実

効線量が，７日間で 100ｍＳｖを超えな

い設計とする。SA②-5 

 

 

 
緊急時対策所は，重大事故等への対処

が開始されている状態で，漏えい又は異

臭等の異常を確認した者（立会人，公的

機関から情報を入手した者等）から連絡

を受け有毒ガスの発生を認知した中央制

御室の実施組織要員（実施責任者）が，

緊急時対策所の重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員（非常時対策

組織本部の本部長）に連絡することで，

緊急時対策所の重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員が有毒ガスの

発生を認知できるよう，通信連絡設備及

び代替通信連絡設備を設ける設計とす 

る。SA㉓-9 

 

また，換気設備の隔離，防護具の着用

等の対策により，有毒ガスから緊急時対

策所の重大事故等に対処するために必要

な指示を行う要員を防護できる設計とす

る。 

 

 

これらの対策により，有毒ガスによる

影響を考慮した場合でも，緊急時対策所

に重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員がとどまることができる設

計とする。SA㉓-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9(P12)へ 

10(P13)へ 

11(P13)へ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，MOX燃料加工施設と

共用し，共用によって重大事故等時の対

処に影響を及ぼさない設計とする。SA㉒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，想定される重大事故

等時において，重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員に加え，重大

事故等による工場等外への放射性物質及

び放射線の放出を抑制するために必要な

非常時対策組織の要員並びにMOX燃料加

工施設において事故が同時に発生した場

合に対処する要員として，最大360人を

収容できる設計とする。SA⑬-4 

また，気体状の放射性物質が大気中へ

大規模に放出することにより居住性が確

保できなくなるおそれがある場合は，重

大事故等に対処するために必要な指示を

行う要員など，約50人の要員がとどまる

ことができる設計とする。SA⑬-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用し，共用によって重大事故等時の

対処に影響を及ぼさない設計とする。 

SA㉒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，想定される重大事故

等時において，重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員に加え，重大

事故等による工場等外への放射性物質及

び放射線の放出を抑制するために必要な

非常時対策組織の要員並びにＭＯＸ燃料

加工施設において事故が同時に発生した

場合に対処する要員として，最大360人

を収容できる設計とする。また，気体状

の放射性物質が大気中へ大規模に放出す

ることにより居住性が確保できなくなる

おそれがある場合は，重大事故等に対処

するために必要な指示を行う要員など，

約50人の要員がとどまることができる設

計とする。SA⑬-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「緊急時対策所」 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(1) 緊急時対策所の設置 

発電用原子炉施設には，原子炉冷却系

統に係る発電用原子炉施設の損壊その他

の異常が発生した場合に適切な措置をと

るため，緊急時対策所（東海，東海第二

発電所共用（以下同じ。））を中央制御

室以外の場所に設置する。緊急時対策所

は，東海発電所と共用とするが，東海発

電所と同時発災時に対応するために必要

な居住性を確保する設計とすることで，

安全性を損なわない設計とする。 

 

※「緊急時対策所」  

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(3) 緊急時対策所の機能 

a.居住性の確保 

（設計基準における措置についての記載
であるため省略する） 

緊急時対策所は，重大事故等が発生し

た場合においても，重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員に加え，

原子炉格納容器の破損等による発電所外

への放射性物質の拡散を抑制するための

対策に対処するために必要な数の要員を

含め，重大事故等に対処するために必要

な数の要員を収容することができるとと

もに，重大事故等に対処するために必要

な指示を行う要員がとどまることができ

るよう，適切な遮蔽設計及び換気設計を

行い緊急時対策所の居住性を確保する。 

（緊急時対策所にとどまる要員の被ばく
評価，濃度計，放射線量の監視，測定及
び出入管理区画についての内容であるた
め省略する） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10(P23,27,31,36,42,47)へ 

（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

再処理施設では当

該記載は，前段

（1ページ）に記

載している。 

1820



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条、第五十条（緊急時対策所）（22 / 75） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，重大事

故等が発生した場合においても，当該重

大事故等に対処するために必要な指示を

行う要員がとどまることができるよう，

居住性を確保するための常設重大事故等

対処設備として設置する設計とする。 

SA⑥-1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，共通要

因によって制御室と同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，離隔距離を

確保することで，制御室に対して独立性

を有する設計とする。SA⑭-1 

 

 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，共通要

因によって制御室と同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，緊急時対策

建屋に設置することにより，制御室と位

置的分散を図る設計とする。SA⑭-2 

 

 

 

（ａ） 緊急時対策建屋の遮蔽設備 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合において，

当該重大事故等に対処するために必要な

指示を行う要員がとどまることができる

よう，緊急時対策建屋の遮蔽設備を常設

重大事故等対処設備として設置する。 

SA⑥-1 

 

 

(４）その他の主要な事項 

(ⅸ) 緊急時対策所 
緊急時対策所は，重大事故等が発生し

た場合（有毒ガスが発生した場合を含

む。）においても，当該重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員がと

どまることができるよう，居住性を確保

するための設備として適切な遮蔽設備及

び換気設備を設ける等の措置を講じた設

計とする【SA⑥-2】とともに，重大事故

等に対処するために必要な情報を把握で

きる設備及び再処理施設の内外の通信連

絡をする必要のある場所と通信連絡を行

うために必要な設備を設置又は配備す

る。また，重大事故等に対処するために

必要な数の非常時対策組織の要員を収容

できる設計とする。 

 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，制御室

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，離隔距離を

確保することで，制御室に対して独立性

を有する設計とする。SA⑭-1 

 

 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，制御室

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，緊急時対策

建屋に設置することにより，制御室と位

置的分散を図る設計とする。SA⑭-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「緊急時対策所」 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(3) 緊急時対策所の機能 

a.居住性の確保 

（設計基準における措置についての記載
であるため省略する） 

緊急時対策所は，重大事故等が発生し

た場合においても，重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員に加え，

原子炉格納容器の破損等による発電所外

への放射性物質の拡散を抑制するための

対策に対処するために必要な数の要員を

含め，重大事故等に対処するために必要

な数の要員を収容することができるとと

もに，重大事故等に対処するために必要

な指示を行う要員がとどまることができ

るよう，適切な遮蔽設計及び換気設計を

行い緊急時対策所の居住性を確保する。 

（緊急時対策所にとどまる要員の被ばく
評価，濃度計，放射線量の監視，測定及
び出入管理区画についての内容であるた
め省略する） 

 

 

※「放射線管理施設」 

第２章 個別項目 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等 

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住

性を確保するための防護措置 

（中央制御室及び緊急時対策所の居住性
を確保するための防護措置についての内
容であるため中略） 
重大事故等が発生した場合において，

緊急時対策所の居住性を確保するための

設備として，緊急時対策所遮蔽（東海，

東海第二発電所共用（以下同じ。）），

二次遮蔽，緊急時対策所非常用換気設備

（東海，東海第二発電所共用（以下同

じ。）），緊急時対策所加圧設備（東

海，東海第二発電所共用（以下同

じ。）），酸素濃度計（東海，東海第二

発電所共用），二酸化炭素濃度計（東

海，東海第二発電所共用），可搬型モニ

タリング・ポスト及び緊急時対策所エリ

アモニタを設ける設計とする。 

（出入管理区画の内容であるため省略す
る） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

第三十六条重大事故

等対処設備展開を個

別に記載することと

したため。 

5(P16)から 

【許可からの変更点】 

基本設計方針において，当該設

備の説明に必要な記載のみとな

るよう，記載を適正化した。

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

第三十六条重大事故等対

処設備の設計方針展開を

踏まえた記載を適正化し

た。（以下同じ） 

（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

MOX燃料加工施設

では，当該記載は

前段(7.14.1 緊急

時対策所)にて記

載しているため。 

 

（発電炉の記載） 

再処理施設では，

後段（緊急時対策

建屋換気設備，緊

急時対策建屋環境

測定設備，緊急時

対策建屋放射線計

測設備）にて記載

しているため。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，緊急時

対策建屋と一体のコンクリート構造物と

し，倒壊等により他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。SA⑮-1 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，MOX燃

料加工施設と共用する。SA⑮-2 

MOX 燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋の遮蔽設備は，再処理施設及び

MOX 燃料加工施設における重大事故等対

処に同時に対処することを考慮し，十分

な遮蔽機能を確保することで，共用によ

って重大事故等時の対処に影響を及ぼさ

ない設計とする。SA⑮-2 

 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，緊急時

対策建屋と一体設置した屋外設備であ

り，重大事故等時の環境条件を考慮した

設計とする。SA⑰-1 

 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，通常時

において，重大事故等への対処に必要な

機能を確認するため，外観点検が可能な

設計とする。SA⑱-1 

また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。SA⑱-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，緊急時

対策建屋と一体のコンクリート構造物と

し，倒壊等により他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。SA⑮-1 

 

 

 

(４）その他の主要な事項 

(ⅸ) 緊急時対策所 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用し，共用によって重大事故等時の

対処に影響を及ぼさない設計とする。

SA⑮-2 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，緊急時

対策建屋と一体設置した屋外設備であ

り，重大事故等時の環境条件を考慮した

設計とする。SA⑰-1 

 

 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，再処理

施設の運転中又は停止中に外観点検が可

能な設計とする。SA⑱-1 

 

 

 

 

ａ） 緊急時対策建屋の遮蔽設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

緊急時対策建屋の遮蔽設備（ＭＯＸ燃料

加工施設と共用） 

厚さ 約1.0ｍ以上 SA□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

第三十六条重大事故

等対処設備展開を個

別に記載することと

したため。 

【「等」の解説】 

「倒壊等」の指す内容

は，他の設備に悪影響

を及ぼす可能性のある

事象の総称として示し

た記載であることから

許可の記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

各重大事故等対処設備

に対する共用における

考慮に係る設計につい

て明確化するため。

（以下同じ） 

10(P21)から 

【「等」の解説】 

「当該機能を健全に維持するため，

保修等」が指す具体的な内容は設備

によって異なり，保安規定に基づき

策定する施設管理実施計画において

明確化するため，基本設計方針では

等とした。（以下同じ） 

 

【許可からの変更点】 

第三十六条重大事故等

対処設備の設計方針展

開を踏まえて記載を適

正化した。 

（以下同じ） 
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7.3.9.1 緊急時対策建屋換気設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故

等が発生した場合（有毒ガスが発生した

場合を含む。）においても，当該重大事

故等に対処するために必要な指示を行う

要員がとどまることができるよう，居住

性を確保するため，緊急時対策建屋送風

機，緊急時対策建屋排風機，緊急時対策

建屋フィルタユニット，緊急時対策建屋

換気設備ダクト，緊急時対策建屋加圧ユ

ニット，緊急時対策建屋加圧ユニット配

管・弁，対策本部室差圧計，待機室差圧

計及び監視制御盤を常設重大事故等対処

設備として設置する設計とする。 

SA⑦-1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｂ） 緊急時対策建屋換気設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合において，

当該重大事故等に対処するために必要な

指示を行う要員がとどまることができる

よう，緊急時対策建屋換気設備を常設重

大事故等対処設備として設置する。 

SA⑦-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (４）その他の主要な事項 

 (ⅸ) 緊急時対策所 
緊急時対策所は，重大事故等が発生し

た場合（有毒ガスが発生した場合を含

む。）においても，当該重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員がと

どまることができるよう，居住性を確保

するための設備として適切な遮蔽設備及

び換気設備を設ける等の措置を講じた設

計とする【SA⑦-2】とともに，重大事故

等に対処するために必要な情報を把握で

きる設備及び再処理施設の内外の通信連

絡をする必要のある場所と通信連絡を行

うために必要な設備を設置又は配備す

る。また，重大事故等に対処するために

必要な数の非常時対策組織の要員を収容

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(２)主要設備 

ｂ．緊急時対策建屋換気設備 

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故

等に対処するために必要な非常時対策組

織の要員がとどまることができるよう，

【SA◇1】緊急時対策建屋送風機，緊急時

対策建屋排風機，緊急時対策建屋フィル

タユニット，緊急時対策建屋換気設備ダ

クト・ダンパ，緊急時対策建屋加圧ユニ

ット，緊急時対策建屋加圧ユニット配

管・弁，対策本部室差圧計，待機室差圧

計及び監視制御盤を常設重大事故等対処

設備として設置する【SA◇1 】設計とす

る。SA⑦-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「緊急時対策所」 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(3) 緊急時対策所の機能 

a.居住性の確保 

（設計基準における措置についての記載
であるため省略する） 

緊急時対策所は，重大事故等が発生し

た場合においても，重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員に加え，

原子炉格納容器の破損等による発電所外

への放射性物質の拡散を抑制するための

対策に対処するために必要な数の要員を

含め，重大事故等に対処するために必要

な数の要員を収容することができるとと

もに，重大事故等に対処するために必要

な指示を行う要員がとどまることができ

るよう，適切な遮蔽設計及び換気設計を

行い緊急時対策所の居住性を確保する。 

（緊急時対策所にとどまる要員の被ばく
評価，濃度計，放射線量の監視，測定及
び出入管理区画についての内容であるた
め省略する） 

 

※「放射線管理施設」 

第２章 個別項目 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等 

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住

性を確保するための防護措置 

（中央制御室及び緊急時対策所の居住性
を確保するための防護措置についての内
容であるため中略） 
重大事故等が発生した場合において，

緊急時対策所の居住性を確保するための

設備として，緊急時対策所遮蔽（東海，

東海第二発電所共用（以下同じ。）），

二次遮蔽，緊急時対策所非常用換気設備

（東海，東海第二発電所共用（以下同

じ。）），緊急時対策所加圧設備（東

海，東海第二発電所共用（以下同

じ。）），酸素濃度計（東海，東海第二

発電所共用），二酸化炭素濃度計（東

海，東海第二発電所共用），可搬型モニ

タリング・ポスト及び緊急時対策所エリ

アモニタを設ける設計とする。 

（出入管理区画の内容であるため省略す
る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

再処理施設では，

前段及び後段（緊

急時対策建屋の遮

蔽設備，緊急時対

策建屋環境測定設

備，緊急時対策建

屋放射線計測設

備）にて記載して

いるため。 

24(P60)から 

5(P16)から 

【許可からの変更点】 

申請対象設備を明確に

したため。 

（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

MOX燃料加工施設

では，当該記載は

前段(7.14.1 緊急

時対策所)にて記

載しているため。 
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緊急時対策建屋換気設備は，居住性を

確保するため，外気取入加圧モードとし

て，放射性物質の取り込みを低減できる

よう緊急時対策建屋フィルタユニットを

経て外気を取り入れるとともに，緊急時

対策所を加圧し，放射性物質の流入を低

減できる設計とする。SA⑦-3 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故

等の発生に伴い放射性物質の放出を確認

した場合には，再循環モードとして，緊

急時対策建屋換気設備の給気側及び排気

側のダンパを閉止し，外気の取り入れを

遮断し，緊急時対策建屋フィルタユニッ

トを通して緊急時対策建屋内の空気を再

循環できる設計とする。SA⑦-4 

 

 

また，気体状の放射性物質が大気中へ

大規模に放出するおそれがある場合は，

緊急時対策建屋加圧ユニットから空気を

供給することで待機室内を加圧し，放射

性物質の流入を防止できる設計とする。

SA⑦-5 

 

緊急時対策建屋換気設備のうち，緊急

時対策建屋加圧ユニットは，軽作業によ

る二酸化炭素発生量及び「労働安全衛生

規則」で定める二酸化炭素の許容濃度を

考慮して算出した必要換気量を踏まえ，

必要な非常時対策組織の要員が一定期間

とどまるために必要となる容量を有する

設計とする。SA⑦-6 

 

緊急時対策建屋換気設備のうち，対策

本部室差圧計及び待機室差圧計は，緊急

時対策所の各部屋が正圧を維持した状態

であることを監視できる設計とする。 

SA⑦-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故

等の発生に伴い放射性物質の放出を確認

した場合には，外気の取り入れを遮断

し，緊急時対策建屋内の空気を再循環で

きる設計とする。SA⑦-4 

 

 

 

 

 

また，気体状の放射性物質が大気中へ

大規模に放出するおそれがある場合は，

緊急時対策建屋加圧ユニットにより待機

室内を加圧し，放射性物質の流入を防止

できる設計とする。SA⑦-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(２)主要設備 

ｂ．緊急時対策建屋換気設備 

緊急時対策建屋換気設備は，居住性を

確保するため，外気取入加圧モードとし

て，放射性物質の取り込みを低減できる

よう緊急時対策建屋フィルタユニットを

経て外気を取り入れるとともに，緊急時

対策所を加圧し，放射性物質の流入を低

減できる設計とする。SA⑦-3 

 

 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(２)主要設備 

ｂ．緊急時対策建屋換気設備 

 緊急時対策建屋換気設備は，重大事故

等の発生に伴い放射性物質の放出を確認

した場合には，【SA◇1】再循環モードと

して，緊急時対策建屋換気設備の給気側

及び排気側のダンパを閉止し，【SA⑦-

4】外気の取り入れを遮断し，【SA◇1】

緊急時対策建屋フィルタユニットを通し

て【SA⑦-4】緊急時対策建屋の空気を再

循環できる設計とする。SA◇1  

 

また，気体状の放射性物質が大気中へ

大規模に放出するおそれがある場合に

は，緊急時対策建屋加圧ユニット

【SA◇1】から空気を供給することで【SA

⑦-5】待機室内を加圧し，放射性物質の

流入を防止できる設計とする。SA◇1  

 

緊急時対策建屋加圧ユニットは，軽作

業による二酸化炭素発生量及び「労働安

全衛生規則」で定める二酸化炭素の許容

濃度を考慮して算出した必要換気量を踏

まえ，約 50 人【SA◇5 】の非常時対策組

織の要員が２日間【SA◇5 】とどまるため

に必要となる容量を有する設計とする。 

SA⑦-6 

 

対策本部室差圧計及び待機室差圧計

は，緊急時対策所の各部屋が正圧を維持

した状態であることを監視できる設計と

する。SA⑦-7 

 

※「放射線管理施設」 

第２章 個別項目 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等 

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居

住性を確保するための防護措置 

（中央制御室及び緊急時対策所の居住性
を確保するための防護措置についての内
容であるため中略） 
緊急時対策所非常用換気設備である緊

急時対策所非常用送風機（東海，東海第

二発電所共用（以下同じ。））は，緊急

時対策所建屋を正圧化し，放射性物質の

侵入を低減できる設計とする。 

緊急時対策所加圧設備は，プルーム通

過時において，緊急時対策所等を正圧化

し，希ガスを含む放射性物質の侵入を防

止できる設計とする。 

緊急時対策所用差圧計（東海，東海第

二発電所共用（以下同じ。））（個数

1，計測範囲 0～200 Pa）は，緊急時対策

所等の正圧化された室内と周辺エリアと

の差圧を監視できる設計とする。 

（緊急時対策所遮蔽及び二次遮蔽及び出
入管理区画の内容であるため省略する） 

 

※「放射線管理施設」 

第２章 個別項目 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等 

2.2 換気設備 

2.2.2 緊急時対策所換気系 

緊急時対策所非常用換気設備として，

緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策

所非常用フィルタ装置（東海，東海第二

発電所共用）を設ける設計とする。ま

た，緊急時対策所等の加圧のために，緊

急時対策所加圧設備及び緊急時対策所用

差圧計を設ける設計とする。 

緊急時対策所加圧設備は，緊急時対策

所等を正圧化し，緊急時対策所等内へ希

ガスを含む放射性物質の侵入を防止する

とともに，酸素濃度及び二酸化炭素濃度

を活動に支障がない範囲に維持するため

に必要な容量を設置及び保管する設計と

する。 

（緊急時対策所非常用換気設備及び緊急
時対策所加圧設備の設計条件及び耐震性
についての内容であるため省略する） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

再処理施設では，

個数及び計測範囲

については，仕様

表で示すため。 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

居住性の確保という方針

は同様であるが，再処理

施設特有の機能を記載す

るため。（発電炉には再

循環モードが無いため） 

25(P60)から 

26(P61)から 

【許可からの変更点】 

緊急時対策建屋換気設

備であることを明確化

した。 
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緊急時対策建屋換気設備は，共通要因

によって制御室と同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，離隔距離を確

保することで，制御室に対して独立性を

有する設計とする。SA⑭-3 

 

緊急時対策建屋換気設備は，共通要因

によって制御室と同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，緊急時対策建

屋に設置することにより，制御室と位置

的分散を図る設計とする。SA⑭-4 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋送風機は，多重性を有する設計とす

る。SA⑭-5  

 

 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋排風機は2台で緊急時対策建屋内を

換気するために必要な換気容量を有する

ものを合計4台設置することで多重性を

有する設計とする。SA⑭-6 

 

緊急時対策建屋換気設備は，他の設備

から独立して単独で使用可能なことによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。SA⑮-3 

 

 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋送風機及び緊急時対策建屋排風機

は，回転体が飛散することを防ぐことで

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。SA⑮-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備は，制御室と

共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，離隔距離を確

保することで，制御室に対して独立性を

有する設計とする。SA⑭-3 

 

緊急時対策建屋換気設備は，制御室と

共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，緊急時対策建

屋に設置することにより，制御室と位置

的分散を図る設計とする。SA⑭-4 

 

 

 

ａ） 緊急時対策建屋換気設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

緊急時対策建屋送風機（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用）（設計基準対象の施設と兼

用）４ 台【SA□1 】（予備として故障時

のバックアップを２台【SA□1】）SA⑭-5 

 

緊急時対策建屋排風機（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用）４ 台（予備として故障時

のバックアップを２台）SA⑭-6 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備は，他の設備

から独立して単独で使用可能なことによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。SA⑮-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.2 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

ａ．常設重大事故等対処設備 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋送風機及び緊急時対策建屋排風機は

それぞれ２台で緊急時対策建屋内を換気

するために必要な換気容量を有するもの

を合計４台設置することで【SA◇7 】，多

重性を有する設計とする。SA⑭-5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.2 設計方針 

(２) 悪影響防止 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋送風機及び緊急時対策建屋排風機並

びに緊急時対策建屋電源設備の緊急時対

策建屋用発電機及び燃料油移送ポンプ

【SA◇1】は，回転体が飛散することを防

ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。SA⑮-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27(P50)から 

11(P29)から 

28(P52)から 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

第三十六条重大事故

等対処設備展開を個

別に記載することと

したため。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条、第五十条（緊急時対策所）（27 / 75） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備は，MOX 燃料

加工施設と共用する。SA⑮-5 

MOX 燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋換気設備は，再処理施設及び MOX

燃料加工施設における重大事故等対処に

同時に対処することを考慮し，十分な数

量及び容量を確保することで，共用によ

って重大事故等時の対処に影響を及ぼさ

ない設計とする。SA⑮-5,⑯-1,2 

 

 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋換気設備の緊急時対策建屋送風機

は，緊急時対策所内の居住性を確保する

ために必要な台数及び動的機器の単一故

障を考慮した予備を含めた台数を有する

設計とする。また，緊急時対策建屋フィ

ルタユニットは，緊急時対策所内の居住

性を確保するために必要な基数及び故障

時のバックアップを含めた基数を有する

設計とする。SA⑮-6,⑯-1 

 

 

 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋換気設備の緊急時対策建屋排風機

は，緊急時対策所内の居住性を確保する

ために必要な2台を有する設計とすると

ともに，動的機器の単一故障を考慮した

予備を含めた4台を有する設計とする。

SA⑮-7,⑯-2 

 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋換気設備の緊急時対策建屋加圧ユ

ニットは，気体状の放射性物質が大気中

へ大規模に放出するおそれがある場合に

おいて，待機室の居住性を確保するた

め，待機室を正圧化し，待機室内へ気体

状の放射性物質の侵入を防止するととも

に，酸素濃度及び二酸化炭素濃度を活動

に支障がない範囲に維持するために必要

となる容量を有する設計とする。 

SA⑮-8,⑯-3 

 

 

 

 

 

 

 (４）その他の主要な事項 

 (ⅸ) 緊急時対策所 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用し，共用によって重大事故等時の

対処に影響を及ぼさない設計とする。 

SA⑮-5 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋換気設備の緊急時対策建屋送風

機及び緊急時対策建屋排風機は，緊急時

対策所内の居住性を確保するために必要

な２台【SA□1】を有する設計とするとと

もに，動的機器の単一故障を考慮した予

備を含めた４台【SA□1】以上を有する設

計とする。また，緊急時対策建屋フィル

タユニットは，緊急時対策所内の居住性

を確保するために必要な５基【SA□1】を

有する設計とするとともに，故障時バッ

クアップを含めた６基【SA□1】以上を有

する設計とする。SA⑮-6,7,⑯-1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋換気設備の緊急時対策建屋加圧

ユニットは，気体状の放射性物質が大気

中へ大規模に放出するおそれがある場合

において，待機室の居住性を確保するた

め，待機室を正圧化し，待機室内へ気体

状の放射性物質の侵入を防止するととも

に，酸素濃度及び二酸化炭素濃度を活動

に支障がない範囲に維持するために必要

となる4,900ｍ３【SA□1 】以上を有する

設計とする。SA⑮-8,⑯-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10(P21)から 

【許可からの変更点】 

仕様表対象と仕様表対

象外に分けたため。 

（以下同じ） 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

第三十六条重大事故

等対処設備展開を個

別に記載することと

したため。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる緊急時対

策建屋に設置し，風(台風)等により重大

事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。SA⑰-2 

 

緊急時対策建屋換気設備は，溢水量を

考慮し，影響を受けない高さへの設置及

び被水防護を行うことにより，重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。SA⑰-3 

 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋送風機及び緊急時対策建屋排風機

は，通常時において，重大事故等への対

処に必要な機能を確認するため，独立し

て動作確認及び分解点検が可能な設計と

する。SA⑱-2 

また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。SA⑱-2 

 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋フィルタユニットは，通常時におい

て，重大事故等への対処に必要な機能を

確認するため，外観点検が可能な設計と

する。SA⑱-3 

また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。SA⑱-3 

 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋加圧ユニットは，通常時において，

重大事故等への対処に必要な機能を確認

するため，外観点検及び漏えい確認が可

能な設計とする。SA⑱-4 

また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。SA⑱-4 

 

緊急時対策建屋換気設備の対策本部室

差圧計及び待機室差圧計は，通常時にお

いて，重大事故等への対処に必要な機能

を確認するため，校正，動作確認及び外

観点検が可能な設計とする。SA⑱-5 

また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。SA⑱-5 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる緊急時対

策建屋に設置し，風（台風）等により機

能を損なわない設計とする。SA⑰-2 

 

 

緊急時対策建屋換気設備は，溢水量を

考慮し，影響を受けない高さへの設置及

び被水防護する設計とする。SA⑰-3 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋送風機及び緊急時対策建屋排風機

は，再処理施設の運転中又は停止中に独

立して動作確認及び分解点検が可能な設

計とする。SA⑱-2 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋フィルタユニットは，再処理施設の

運転中又は停止中に外観点検及びパラメ

ータ確認が可能な設計とする。SA⑱-3 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋加圧ユニットは，再処理施設の運転

中又は停止中に外観点検及び漏えい確認

が可能な設計とする。SA⑱-4 

 

 

 

 

緊急時対策建屋換気設備の対策本部室

差圧計及び待機室差圧計は，再処理施設

の運転中又は停止中に校正，動作確認及

び外観点検が可能な設計とする。SA⑱-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「風（台風）等」の詳

細は，「第十六条安全

機能を有する施設及び

重大事故等対処設備」

で建屋により損傷を防

止する自然現象の総称

として示しているため

本基本方針では記載し

ない。（以下同じ） 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

第三十六条重大事故

等対処設備展開を個

別に記載することと

したため。 

【許可からの変更点】 

第三十六条重大事故等

対処設備の設計方針展

開を踏まえて記載を適

正化した。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

緊急時対策建屋フィルタユニットの

点検において，パラメータ確認を行

わないため，記載を適正化した。 
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ａ） 緊急時対策建屋換気設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

緊急時対策建屋送風機（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用）（設計基準対象の施設と兼

用）４ 台【SA□1 】（予備として故障時

のバックアップを２台【SA□1】）SA⑭-5 

緊急時対策建屋排風機（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用）４ 台（予備として故障時

のバックアップを２台）SA⑭-6 

 

緊急時対策建屋フィルタユニット（ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用）６ 基（予備と

して故障時のバックアップを１基） 

緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダンパ

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）（設計基

準対象の施設と兼用）１ 式 

緊急時対策建屋加圧ユニット（ＭＯＸ燃

料加工施設と共用）4,900 ｍ３以上 

緊急時対策建屋加圧ユニット配管・弁

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）１ 式 

対策本部室差圧計（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用）１ 基 

待機室差圧計（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）１ 基 

監視制御盤（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）（設計基準対象の施設と兼用）１ 

面 SA□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11(P26)へ 
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7.3.8.2 緊急時対策建屋環境測定設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，重大

事故等が発生した場合において，当該重

大事故等に対処するために必要な指示を

行う要員が，緊急時対策所にとどまるこ

とができるよう，可搬型酸素濃度計，可

搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸

化物濃度計を可搬型重大事故等対処設備

として設ける設計とする。SA⑧-1 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，重大

事故等が発生した場合においても緊急時

対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及

び窒素酸化物濃度が活動に支障がない範

囲にあることを把握できる設計とする。

SA⑧-2 

 

 

 緊急時対策建屋環境測定設備は，共通

要因によって制御室と同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，離隔距離

を確保することで，制御室に対して独立

性を有する設計とする。SA⑭-7 

 

 緊急時対策建屋環境測定設備は，共通

要因によって制御室と同時にその機能が

損なわれるおそれがないように，故障時

のバックアップを含めて必要な数量を制

御室を設置する制御建屋から100m以上の

離隔距離を確保した外部保管エリアに保

管するとともに，緊急時対策建屋にも保

管することで位置的分散を図る設計とす

る。SA⑭-8 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，他の

設備から独立して単独で使用可能なこと

により，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。SA⑮-8 

 

 

 

 

（ｃ） 緊急時対策建屋環境測定設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合において，

当該重大事故等に対処するために必要な

指示を行う要員がとどまることができる

よう，緊急時対策建屋環境測定設備を可

搬型重大事故等対処設備として配備す

る。SA⑧-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，制御

室と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，離隔距離

を確保することで，制御室に対して独立

性を有する設計とする。SA⑭-7 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，制御

室と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないように，故障時

バックアップを含めて必要な数量を制御

室が設置される制御建屋から 100ｍ以上

の離隔距離を確保した外部保管エリアに

保管するとともに，緊急時対策建屋にも

保管することで位置的分散を図る。 

SA⑭-8  

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，他の

設備から独立して単独で使用可能なこと

により，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。SA⑮-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(２)主要設備 

ｃ．緊急時対策建屋環境測定設備 

緊急時対策建屋環境測定設備は，重大

事故等に対処するために必要な指示を行

う要員が，【SA◇1】緊急時対策所にとど

まることができることを確認するため，

【SA◇1】可搬型酸素濃度計，可搬型二酸

化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度

計を可搬型重大事故等対処設備として配

備する【SA◇1】設計とする。SA⑧-1 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，重大

事故等が発生した場合においても緊急時

対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及

び窒素酸化物濃度が活動に支障ない範囲

にあることを把握できる設計とする。 

SA⑧-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「緊急時対策所」 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(3) 緊急時対策所の機能 

a.居住性の確保 

（設計基準における措置，緊急時対策所
にとどまる要員の居住性の確保するため
の措置及び被ばく評価についての内容で
あるため中略） 

緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化

炭素濃度が活動に支障がない範囲にある

ことを把握できるよう酸素濃度計（東

海，東海第二発電所共用）（個数 1（予

備 1））及び二酸化炭素濃度計（東海，

東海第二発電所共用）（個数 1（予備

1））を保管する設計とするとともに，

室内への希ガス等の放射性物質の侵入を

低減又は防止するための確実な判断がで

きるよう放射線量を監視，測定するた

め，さらに緊急時対策所加圧設備による

加圧判断のために使用する緊急時対策所

エリアモニタ及び可搬型モニタリング・

ポストを保管する設計とする。 

（出入管理区画の内容であるため省略す
る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

再処理施設では，

個数及び計測範囲

については，仕様

表で示すため。 

（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

放射線量等の監視

を行うための設備

は，「7.14.5 緊

急時対策建屋放射

線計測設備」にて

記載している。 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

第三十六条重大事故

等対処設備展開を個

別に記載することと

したため。 

22(P62)から 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，MOX

燃料加工施設と共用する。SA⑮-10 

MOX 燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋環境測定設備は，再処理施設及び

MOX 燃料加工施設における重大事故等対

処に同時に対処することを考慮し，十分

な台数を確保することで，共用によって

重大事故等時の対処に影響を及ぼさない

設計とする。SA⑮-10,⑯-4 

 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋環境測定設備は，緊急時対策所の

酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化

物濃度が活動に支障がない範囲内である

ことの測定をするために必要な1台を有

する設計とするとともに，保有数は，必

要数として1台，予備として故障時及び

点検保守による待機除外時のバックアッ

プを2台の合計3台を確保する設計とす

る。SA⑮-11,⑯-4 

 

 緊急時対策建屋環境測定設備は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる緊急

時対策建屋及び第1保管庫・貯水所に保

管し，風(台風)等により重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。SA⑰-4 

 

 緊急時対策建屋環境測定設備は，溢水

量を考慮し，影響を受けない高さへの保

管及び被水防護を行うことにより，重大

事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。SA⑰-5 

 

 緊急時対策建屋環境測定設備は，内部

発生飛散物の影響を考慮し，緊急時対策

建屋の内部発生飛散物の影響を受けない

場所に保管することにより，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。SA⑰-6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(４）その他の主要な事項 

 (ⅸ) 緊急時対策所 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用し，共用によって重大事故等時の

対処に影響を及ぼさない設計とする。

SA⑮-10 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋環境測定設備は，緊急時対策所

の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸

化物濃度が活動に支障がない範囲内であ

ることの測定をするために必要な１台を

有する設計とするとともに，保有数は，

必要数として１台，予備として故障時及

び保守点検による待機除外時のバックア

ップを２台の合計３台以上を確保する。 

SA⑮-11,⑯-4 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる緊急

時対策建屋及び第１保管庫・貯水所に保

管し，風（台風）等により機能を損なわ

ない設計とする。SA⑰-4 

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，溢水

量を考慮し，影響を受けない高さへの保

管及び被水防護する設計とする。SA⑰-5 

 

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，内部

発生飛散物の影響を考慮し，緊急時対策

建屋の内部発生飛散物の影響を受けない

場所に保管することにより，機能を損な

わない設計とする。SA⑰-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10(P21)から 

【許可からの変更点】 

設工認申請において，保

守点検に対しては「点検

保守」を用いることとし

たため，記載を適正化し

た。(以下同じ) 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

第三十六条重大事故

等対処設備展開を個

別に記載することと

したため。 
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緊急時対策建屋環境測定設備は，想定

される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，当該設備

の設置場所で操作可能な設計とする。 

SA⑰-7 

 

 緊急時対策建屋環境測定設備は，通常

時において，重大事故等への対処に必要

な機能を確認するため，校正，動作確認

及び外観点検が可能な設計とする。 

SA⑱-6 

また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。SA⑱-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，再処

理施設の運転中又は停止中に校正，動作

確認及び外観点検が可能な設計とする。

SA⑱-6 

 

 

 

 

ａ） 緊急時対策建屋環境測定設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型酸素濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用）（設計基準対象の施設と兼用） 

３ 台（予備として故障時及び待機除外

時のバックアップを２台） 

可搬型二酸化炭素濃度計（ＭＯＸ燃料加

工施設と共用）（設計基準対象の施設と

兼用） 

３ 台（予備として故障時及び待機除外

時のバックアップを２台） 

可搬型窒素酸化物濃度計（ＭＯＸ燃料加

工施設と共用）（設計基準対象の施設と

兼用）３ 台（予備として故障時及び待

機除外時のバックアップを２台）SA□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.2 設計方針 

(４) 環境条件等 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

緊急時対策建屋環境測定設備及び緊急

時対策建屋放射線計測設備【SA◇1】は，

想定される重大事故等が発生した場合に

おいても操作に支障がないように，当該

設備の設置場所で操作可能な設計とす

る。SA⑰-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30(P56)から 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

第三十六条重大事故

等対処設備展開を個

別に記載することと

したため。 
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7.3.9.3 緊急時対策建屋放射線計測設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合において，

当該重大事故等に対処するために必要な

指示を行う要員がとどまることができる

よう，緊急時対策建屋放射線計測設備と

して可搬型屋内モニタリング設備及び可

搬型環境モニタリング設備を可搬型重大

事故等対処設備として設ける設計とす

る。SA⑨-1 

 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型屋内モニタリング設備は，可搬型エリ

アモニタ，可搬型ダストサンプラ及びア

ルファ・ベータ線用サーベイメータで構

成する。SA⑨-2 

 

 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型屋内モニタリング設備は，重大事故等

が発生した場合においても緊急時対策所

内の線量率及び放射性物質濃度を把握で

きる設計とする。SA⑨-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｄ） 緊急時対策建屋放射線計測設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合において，

当該重大事故等に対処するために必要な

指示を行う要員がとどまることができる

よう，緊急時対策建屋放射線計測設備と

して可搬型屋内モニタリング設備及び可

搬型環境モニタリング設備を可搬型重大

事故等対処設備として配備する。SA⑨-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(２)主要設備 

ｄ．緊急時対策建屋放射線計測設備 

(ａ) 可搬型屋内モニタリング設備 

可搬型屋内モニタリング設備は，重大

事故等に対処するために必要な指示を行

う要員がとどまることができることを確

認するため，【SA◇1】可搬型エリアモニ

タ，可搬型ダストサンプラ及びアルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータを可搬型

重大事故等対処設備として配備する

【SA◇1】設計とする。SA⑨-2 

 

可搬型屋内モニタリング設備は，重大

事故等が発生した場合においても緊急時

対策所内の線量率及び放射性物質濃度を

把握できる設計とする。SA⑨-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「緊急時対策所」 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(3) 緊急時対策所の機能 

a.居住性の確保 

（設計基準における措置，緊急時対策所
にとどまる要員の居住性の確保するため
の措置及び被ばく評価についての内容で
あるため中略） 

緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化

炭素濃度が活動に支障がない範囲にある

ことを把握できるよう酸素濃度計（東

海，東海第二発電所共用）（個数 1（予

備 1））及び二酸化炭素濃度計（東海，

東海第二発電所共用）（個数 1（予備

1））を保管する設計とするとともに，

室内への希ガス等の放射性物質の侵入を

低減又は防止するための確実な判断がで

きるよう放射線量を監視，測定するた

め，さらに緊急時対策所加圧設備による

加圧判断のために使用する緊急時対策所

エリアモニタ及び可搬型モニタリング・

ポストを保管する設計とする。 

（出入管理区画の内容であるため省略す
る） 

 

※「放射線管理施設」 

第２章 個別項目 

1. 放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 

1.1.2 エリアモニタリング設備 

（緊急時対策所以外の場所に設けるエリ
アモニタリング設備についての内容であ
るため中略） 
 エリアモニタリング設備のうち緊急時

対策所に設ける緊急時対策所エリアモニ

タは，重大事故等時に緊急時対策所内へ

の希ガス等の放射性物質の侵入を低減又

は防止するための確実な判断ができるよ

う放射線量を監視，測定し，計測結果を

記録及び保存できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31(P62)から 

（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

緊急時対策所内の

環境を測定する設

備は，「7.14.4 

緊急時対策建屋環

境測定設備」にて

記載している。 

 

【許可からの変更点】 

文章構成を踏まえた記載

の適正化(以下同じ) 
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緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型環境モニタリング設備は，可搬型線量

率計，可搬型ダストモニタ，可搬型デー

タ伝送装置及び可搬型発電機で構成す

る。SA⑨-4 

 

 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型環境モニタリング設備は，重大事故等

が発生した場合において，換気モードの

切替判断を行うために，線量率及び放射

性物質濃度を把握できる設計とする。 

SA⑨-5 

 

また，指示値を可搬型データ伝送装置

により緊急時対策建屋情報把握設備に伝

送できる設計とする。SA⑨-6 

 

可搬型線量率計，可搬型ダストモニタ

及び可搬型データ伝送装置は，可搬型発

電機から受電できる設計とする。SA⑨-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，共

通要因によって制御室と同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，離隔距

離を確保することで，制御室に対して独

立性を有する設計とする。SA⑭-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「チ．(２)（ⅱ） 放射線監視設備」

の監視測定用運搬車を可搬型重大事故等

対処設備として使用する。SA⑲ 

 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，制

御室と共通要因によって同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，離隔距

離を確保することで，制御室に対して独

立性を有する設計とする。SA⑭-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(２)主要設備 

ｄ．緊急時対策建屋放射線計測設備 

(ｂ) 可搬型環境モニタリング設備 

可搬型環境モニタリング設備は，重大

事故等に対処するために必要な指示を行

う要員がとどまることができることを確

認するため，【SA◇1】可搬型線量率計，

可搬型ダストモニタ，可搬型データ伝送

装置及び可搬型発電機を可搬型重大事故

等対処設備として配備する【SA◇1】設計

とする。SA⑨-4 

  

可搬型環境モニタリング設備は，重大

事故等が発生した場合において，換気モ

ードの切替判断を行うために，線量率及

び放射性物質濃度を把握できる設計とす

る。SA⑨-5 

 

 

また，指示値を可搬型データ伝送装置

により緊急時対策建屋情報把握設備に伝

送できる設計とする。SA⑨-6 

 

可搬型線量率計，可搬型ダストモニタ

及び可搬型データ伝送装置は，可搬型発

電機から受電できる設計とする。SA⑨-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「放射線管理施設」 

第２章 個別項目 

1. 放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 

1.1.4 移動式周辺モニタリング設備 

（緊急時対策所以外の場所に設ける移動
式周辺モニタリング設備についての内容
であるため中略） 

可搬型モニタリング・ポストは，重大

事故等が発生した場合に，発電所海側及

び緊急時対策所付近等において，発電用

原子炉施設から放出される放射線量を監

視し，及び測定し，並びにその結果を記

録できる設計とするとともに，緊急時対

策所内への希ガス等の放射性物質の侵入

を低減又は防止するための確実な判断に

用いる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12(P38)へ 

32(P62)から 

33,34(P63)から 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

発電炉は設置許可にて可

搬型発電機ではなく，外

部バッテリーを使用する

こととしており，当社固

有の設計となるため。 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

第三十六条重大事故等対

処設備展開を個別に記載

することとしたため。 
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緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型環境モニタリング設備は，共通要因に

よって制御室と同時にその機能が損なわ

れるおそれがないように，故障時のバッ

クアップを含めて必要な数量を制御室を

設置する制御建屋から100m以上の離隔距

離を確保した複数の外部保管エリアに分

散して保管することで位置的分散を図る

設計とする。SA⑭-10 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型屋内モニタリング設備は，共通要因に

よって制御室と同時にその機能が損なわ

れるおそれがないように，故障時のバッ

クアップを含めて必要な数量を制御室を

設置する制御建屋から100m以上の離隔距

離を確保した外部保管エリアに保管する

とともに，緊急時対策建屋にも保管する

ことで位置的分散を図る設計とする。 

SA⑭-11 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，他

の設備から独立して単独で使用可能なこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。SA⑮-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型環境モニタリング設備は，制御室と共

通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないように，故障時バック

アップを含めて必要な数量を制御室が設

置される制御建屋から100ｍ以上の離隔

距離を確保した複数の外部保管エリアに

分散して保管することで位置的分散を図

る。SA⑭-10 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型屋内モニタリング設備は，制御室と共

通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないように，故障時バック

アップを含めて必要な数量を制御室が設

置される制御建屋から100ｍ以上の離隔

距離を確保した外部保管エリアに保管す

るとともに，緊急時対策建屋にも保管す

ることで位置的分散を図る。SA⑭-11 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，他

の設備から独立して単独で使用可能なこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。SA⑮-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

第三十六条重大事故

等対処設備展開を個

別に記載することと

したため。 
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緊急時対策建屋放射線計測設備は，

MOX燃料加工施設と共用する。SA⑮-13 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋放射線計測設備は，再処理施設及

びMOX燃料加工施設における重大事故等

対処に同時に対処することを考慮し，十

分な台数を確保することで，共用によっ

て重大事故等時の対処に影響を及ぼさな

い設計とする。SA⑮-13,⑯-5,6 

 

MOX 燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モニ

タリング設備の可搬型エリアモニタ及び

アルファ・ベータ線用サーベイメータ並

びに可搬型環境モニタリング設備の可搬

型線量率計及び可搬型ダストモニタは，

重大事故等に対処するために必要な指示

を行う要員がとどまることができること

を確認するために必要な台数を有する設

計とするとともに，保有数は，必要数及

び予備として故障時のバックアップを含

め十分な台数を確保する設計とする。 

SA⑮-14,⑯-5 

 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モニ

タリング設備の可搬型ダストサンプラ及

び可搬型環境モニタリング設備の可搬型

データ伝送装置は，重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員がとどま

ることができることを確認するために必

要な1台を有する設計とするとともに，

保有数は，必要数として1台，予備とし

て故障時のバックアップを1台の合計2台

を確保する設計とする。SA⑮-15,⑯-6 

 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニ

タリング設備の可搬型発電機は，可搬型

線量率計，可搬型ダストモニタ及び可搬

型データ伝送装置に給電できる容量を有

するとともに，保有数は，必要数並びに

予備として故障時及び点検保守による待

機除外時のバックアップを含め十分な台

数を確保する設計とする。SA⑮-16,⑯-7 

 

 

 

 

(４）その他の主要な事項 

 (ⅸ) 緊急時対策所 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用し，共用によって重大事故等時の

対処に影響を及ぼさない設計とする。 

SA⑮-13 

 

 

 

 

 

 

 ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モ

ニタリング設備並びに可搬型環境モニタ

リング設備の可搬型線量率計，可搬型ダ

ストモニタ及び可搬型データ伝送装置

は，重大事故等に対処するために必要な

指示を行う要員がとどまることができる

ことを確認するために必要な１台

【SA□1】を有する設計とするとともに，

保有数は，必要数として１台【SA□1】，

予備として故障時のバックアップを１台

【SA□1】の合計２台【SA□1】以上を確保

する。SA⑮-14,15,⑯-5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モ

ニタリング設備の可搬型発電機は，可搬

型線量率計等に給電できる容量を有する

設計とするとともに，保有数は，必要数

として１台，【SA□1】予備として故障時

及び保守点検による待機除外時のバック

アップを２台【 SA□1 】の合計３台

【SA□1】以上を確保する。SA⑮-16,⑯-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10(P21)から 

【許可からの変更点】 

仕様表対象と仕様表対

象外に分けたため。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

「可搬型線量率計等」

について対象を明確化

した。 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

第三十六条重大事故

等対処設備展開を個

別に記載することと

したため。 
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緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型屋内モニタリング設備は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる緊急時対策

建屋及び第1保管庫・貯水所に保管し，

風(台風)等により重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

SA⑰-8 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型環境モニタリング設備は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる第1保管

庫・貯水所及び第2保管庫・貯水所に保

管し，風(台風)等により重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。SA⑰-9 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，溢

水量を考慮し，影響を受けない高さへの

保管及び被水防護を行うことにより，重

大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。SA⑰-10 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，内

部発生飛散物の影響を考慮し，緊急時対

策建屋の内部発生飛散物の影響を受けな

い場所に保管することにより，重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。SA⑰-11 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，想

定される重大事故等が発生した場合にお

いても操作に支障がないように，当該設

備の設置場所で操作可能な設計とする。

SA⑰-12 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型屋内モニタリング設備並びに可搬型環

境モニタリング設備の可搬型線量率計及

び可搬型ダストモニタは，通常時におい

て，重大事故等への対処に必要な機能を

確認するため，校正，動作確認及び外観

点検が可能な設計とする。SA⑱-7 

また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。SA⑱-7 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型屋内モニタリング設備は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる緊急時対策

建屋及び第１保管庫・貯水所に保管し，

風（台風）等により機能を損なわない設

計とする。SA⑰-8 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型環境モニタリング設備は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる第１保管

庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保

管し，風（台風）等により機能を損なわ

ない設計とする。SA⑰-9 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，溢

水量を考慮し，影響を受けない高さへの

保管及び被水防護する設計とする。

SA⑰-10 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，内

部発生飛散物の影響を考慮し，緊急時対

策建屋の内部発生飛散物の影響を受けな

い場所に保管することにより，機能を損

なわない設計とする。SA⑰-11 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備は，想

定される重大事故等が発生した場合にお

いても操作に支障がないように，当該設

備の設置場所で操作可能な設計とする。

SA⑰-12 

 

 緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型屋内モニタリング設備並びに可搬型環

境モニタリング設備の可搬型線量率計及

び可搬型ダストモニタは，再処理施設の

運転中又は停止中に校正，動作確認及び

外観点検が可能な設計とする。SA⑱-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

第三十六条重大事故

等対処設備展開を個

別に記載することと

したため。 
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緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型環境モニタリング設備の可搬型データ

伝送装置及び可搬型発電機は，通常時に

おいて，重大事故等への対処に必要な機

能を確認するため，動作確認及び外観点

検が可能な設計とする。SA⑱-8 

また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。SA⑱-8 

 

 

 

可搬型環境モニタリング設備は，「Ⅰ 

Ⅰ-1 第２章 6. 放射線管理施設」の

監視測定用運搬車で運搬可能な設計とす

る。SA⑲ 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型環境モニタリング設備の可搬型発電機

への燃料の補給は，「Ⅰ Ⅰ-1  第２

章 7.1.1.11 補機駆動用燃料補給設

備」の軽油用タンクローリから燃料を補

給可能な設計とする。SA⑳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型環境モニタリング設備の可搬型データ

伝送装置及び可搬型発電機は，再処理施

設の運転中又は停止中に動作確認及び外

観点検が可能な設計とする。SA⑱-8 

 

 

 

 

 

（ｄ） 緊急時対策建屋放射線計測設備 

「チ．(２)（ⅱ） 放射線監視設備」

の監視測定用運搬車を可搬型重大事故等

対処設備として使用する。SA⑲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ） 可搬型屋内モニタリング設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型エリアモニタ（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用）２ 台（予備として故障時の

バックアップを１台） 

可搬型ダストサンプラ（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用）２ 台（予備として故障時

のバックアップを１台） 

アルファ・ベータ線用サーベイメータ

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）２ 台

（予備として故障時のバックアップを１

台） 

ｂ） 可搬型環境モニタリング設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型線量率計（ＭＯＸ燃料加工施設と

共用） 

２ 台（予備として故障時のバックアッ

プを１台） 

可搬型ダストモニタ（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用）２ 台（予備として故障時の

バックアップを１台） 

可搬型データ伝送装置（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用）２ 台（予備として故障時

のバックアップを１台） 

可搬型発電機（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用） 

３ 台（予備として故障時及び待機除外

時のバックアップを２台）SA□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12(P34)から 

【許可からの変更点】 

可搬型発電機の燃料補

給に使用する設備を明

確化した。 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

監視測定用運搬車及び可搬型発

電機への燃料補給については，

他条文の基本設計方針で記載し

ているため。 

【許可からの変更点】 

他条文の設備を使用す

る記載において，当該

設備の設計方針の記載

箇所を明確化した。 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

第三十六条重大事故

等対処設備展開を個

別に記載することと

したため。 

1837



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条、第五十条（緊急時対策所）（39 / 75） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.9.4 緊急時対策建屋情報把握設備 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備は, 設計

基準事故及び重大事故等に対処するため

に必要な情報を把握することができるよ

う，緊急時対策建屋に設置する設計とす

る。DB⑥-2,SA⑩-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ

収集装置及びデータ表示装置は，制御室

内の運転員を介さずに，「Ⅰ Ⅰ-1 第

２章 7.3.10.1 通信連絡設備」の所内

データ伝送設備が伝送する事故発生から

設計基準事故時の情報を正確，かつ，速

やかに把握するために必要なデータ並び

に「Ⅰ Ⅰ-1 第２章 6. 放射線管理

施設」の環境モニタリング設備のモニタ

リングポスト及びダストモニタのデータ

を把握できる設計とする。 

DB⑥-3,DB⑦-2,3,DB⑧ 

 

緊急時対策建屋情報把握設備は，重大

事故等に対処するために必要な指示がで

きるよう，重大事故等に対処するために

必要な情報を把握できる情報収集装置及

び情報表示装置を常設重大事故等対処設

備として設置する設計とする。SA⑩-4                    

 

また，データ収集装置及びデータ表示

装置を常設重大事故等対処設備として位

置付け，重大事故等に対処するために必

要な情報を把握する設計とする。SA⑩-5 

 

（ｅ） 緊急時対策建屋情報把握設備 

 

 

 

(４）その他の主要な事項 

 (ⅸ) 緊急時対策所 

緊急時対策所は，重大事故等が発生し

た場合（有毒ガスが発生した場合を含

む。）においても，当該重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員がと

どまることができるよう，居住性を確保

するための設備として適切な遮蔽設備及

び換気設備を設ける等の措置を講じた設

計とするとともに，重大事故等に対処す

るために必要な情報を把握できる設備 

【SA⑩-3】及び再処理施設の内外の通信

連絡をする必要のある場所と通信連絡を

行うために必要な設備を設置又は配備す

る。また，重大事故等に対処するために

必要な数の非常時対策組織の要員を収容

できる設計とする。 

 

 

 

 (４）その他の主要な事項 

(ⅸ) 緊急時対策所 

緊急時対策所は，所内データ伝送設備

が伝送する【DB⑦-2】事故状態等の把握

に必要なデータ並びに環境モニタリング

設備のモニタリングポスト及びダストモ

ニタのデータを把握できる設計とする。 

DB⑥-3 

所内データ伝送設備は，「リ.（４）

(ⅹ) 通信連絡設備」に，DB⑦-3 

モニタリングポスト及びダストモニタ

は，「チ．放射線管理施設の設備」に記

載する。DB⑧ 

 

 

重大事故等に対処するために必要な指

示ができるよう，重大事故等に対処する

ために必要な情報を把握できる緊急時対

策建屋情報把握設備の情報収集装置及び

情報表示装置を常設重大事故等対処設備

として設置する。SA⑩-4 

 

また，データ収集装置及びデータ表示

装置を常設重大事故等対処設備として位

置付ける。SA⑩-5 

 

 

 

 

 

 

9.16.1 設計基準対象の施設 

9.16.1.1 概要 

緊急時対策所は，制御室の運転員を介

さず【DB◇1】設計基準事故に対処するた

めに必要な再処理施設の情報【DB⑥-2】

を収集する設備として，データ収集装置

及びデータ表示装置を設置する。DB◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.1.4 主要設備 
(４) 緊急時対策建屋情報把握設備 

データ収集装置及びデータ表示装置を

設置し，制御室内の運転員を介さずに，

異常状態等を正確，かつ，速やかに把握

するために【DB⑥-3】必要な放射線環境

の情報及び再処理施設の情報が収集でき

る設計とする。DB◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「緊急時対策所」 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(3) 緊急時対策所の機能 

b.情報の把握 

緊急時対策所には，原子炉冷却系統に

係る発電用原子炉施設の損壊その他の異

常に対処するために必要な情報及び重大

事故等が発生した場合においても当該事

故等に対処するために必要な指示ができ

るよう，重大事故等に対処するために必

要な情報を，中央制御室内の運転員を介

さずに正確，かつ速やかに把握できる情

報収集設備を設置する。 

緊急時対策所の情報収集設備として，

事故状態等の必要な情報を把握するため

に必要なパラメータ等を収集し， 緊急

時対策所内で表示できるよう，デー タ

伝送装置，緊急時対策支援システム伝送

装置及び SPDSデータ表示装置で構成す

る安全パラメータ表示システム(SPDS) 

を設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5(P16)から 20(P4)から 

9(P14)から 21(P9)から 
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緊急時対策建屋情報把握設備の情報収

集装置及び情報表示装置は，代替計測制

御設備で計測した重要監視パラメータ及

び重要代替監視パラメータ並びに監視測

定設備の代替モニタリング設備の可搬型

排気モニタリング設備の可搬型ガスモニ

タ，可搬型環境モニタリング設備，代替

気象観測設備の可搬型気象観測設備及び

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型

重大事故等対処設備の可搬型環境モニタ

リング設備の測定データを収集し，緊急

時対策所に表示する設計とする。SA⑩-6 

 

また，データ収集装置は，中央制御室

から「臨界事故の拡大防止」，「冷却機

能の喪失による蒸発乾固の対処」，「放

射線分解により発生する水素による爆発

の対処」，「有機溶媒等による火災又は

爆発の対処」，「使用済燃料貯蔵槽の冷

却等」，「工場等外への放射性物質等の

放出の抑制」，「重大事故等への対処に

必要となる水の供給」及び「監視測定設

備」の「排気口における放射性物質の濃

度」，「周辺監視区域における放射性物

質の濃度及び線量」，「敷地内における

気象観測項目」の確認に必要な重要監視

パラメータ及び重要代替監視パラメータ

を収集し，データ表示装置にて表示する

設計とする。SA⑩-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備の情報収

集装置及び情報表示装置は，代替計測制

御設備で計測した重要監視パラメータ及

び重要代替監視パラメータ並びに監視測

定設備の代替モニタリング設備の可搬型

排気モニタリング設備の可搬型ガスモニ

タ，可搬型環境モニタリング設備，代替

気象観測設備の可搬型気象観測設備及び

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型

重大事故等対処設備の可搬型環境モニタ

リング設備の測定データを収集し，緊急

時対策所に表示する。SA⑩-6 

 

また，データ収集装置は，中央制御室

から「臨界事故の拡大防止」，「冷却機

能の喪失による蒸発乾固の対処」，「放

射線分解により発生する水素による爆発

の対処」，「有機溶媒等による火災又は

爆発の対処」，「使用済燃料貯蔵槽の冷

却等」，「工場等外への放射性物質等の

放出の抑制」，「重大事故等への対処に

必要となる水の供給」及び「監視測定設

備」の「排気口における放射性物質の濃

度」，「周辺監視区域における放射性物

質の濃度及び線量」，「敷地内における

気象観測項目」の確認に必要な重要監視

パラメータ及び重要代替監視パラメータ

を収集し，データ表示装置にて表示する

設計とする。SA⑩-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,36(P63)から 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故等に対処するため

に必要な情報を把握すると

いう方針は同様であるが，

事業許可時の整理に基づ

き，各情報把握設備に関す

る設計方針（設備構成，監

視項目，電源）について記

載する。 
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緊急時対策建屋情報把握設備は，共通

要因によって制御室と同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，離隔距離

を確保することで，制御室に対して独立

性を有する設計とする。SA⑭-12 

 

緊急時対策建屋情報把握設備は，共通

要因によって制御室と同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，緊急時対

策建屋に設置することにより，制御室と

位置的分散を図る設計とする。SA⑭-13 

 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ

収集装置及びデータ表示装置は，地震等

により機能が損なわれる場合，代替設備

により重大事故等への対処に必要な機能

を維持する設計とする。SA⑭-14 

 

 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ

収集装置及びデータ表示装置は，それぞ

れ必要数として1台ずつで計測設備及び

監視測定設備にて計測したパラメータを

収集及び監視できるものを2台設置する

ことで，多重性を有する設計とする。 

SA⑭-15  

 

緊急時対策建屋情報把握設備の情報収

集装置及び情報表示装置は，それぞれ必

要数として1台ずつで可搬型重要計器及

び可搬型重要代替計器並びに監視測定設

備にて計測したパラメータを収集及び監

視できるものを2台設置することで，多

重性を有する設計とする。SA⑭-16 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備の情報収

集装置及び情報表示装置は，他の設備か

ら独立して単独で使用可能なことによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。SA⑮-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備は，制御

室と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，離隔距離

を確保することで，制御室に対して独立

性を有する設計とする。SA⑭-12 

 

緊急時対策建屋情報把握設備は，制御

室と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，緊急時対

策建屋に設置することにより，制御室と

位置的分散を図る設計とする。SA⑭-13 

 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ

収集装置及びデータ表示装置は，地震等

により機能が損なわれる場合，代替設備

により機能を維持する設計とする。 

SA⑭-14 

 

 

ａ） 緊急時対策建屋情報把握設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

情報収集装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）２ 台（予備として故障時のバック

アップを１台）SA⑭-16 

 

情報表示装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）２ 台（予備として故障時のバック

アップを１台）SA⑭-16 

 

データ収集装置（設計基準対象の施設と

兼用）２ 台（予備として故障時のバッ

クアップを１台）SA⑭-15 

 

データ表示装置（設計基準対象の施設と

兼用）２ 台（予備として故障時のバッ

クアップを１台）SA⑭-15 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備の情報収

集装置及び情報表示装置は，他の設備か

ら独立して単独で使用可能なことによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。SA⑮-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.2 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

ａ．常設重大事故等対処設備 

 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ

収集装置及びデータ表示装置は，それぞ

れ１台で計測設備及び監視測定設備にて

計測したパラメータを収集及び監視でき

るものを２台設置することで，多重性を

有する設計とする。SA⑭-15 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備の情報収

集装置及び情報表示装置は，それぞれ１

台で可搬型重要計器及び可搬型重要代替

計器並びに監視測定設備にて計測したパ

ラメータを収集及び監視できるものを２

台設置することで，多重性を有する設計

とする。SA⑭-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37(P50)から 

13(P43)から 

【「等」の解説】 

「地震等」の指す内容

は，緊急時対策建屋情報

把握設備のデータ収集装

置及びデータ表示装置に

影響を与える自然現象の

例示として示した記載で

あることから許可の記載

を用いた。 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

第三十六条重大事故

等対処設備展開を個

別に記載することと

したため。 
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緊急時対策建屋情報把握設備のデータ

収集装置及びデータ表示装置は，安全機

能を有する施設として使用する場合と同

じ系統構成で重大事故等対処設備として

使用することにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。SA⑮-18 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備の情報収

集装置及び情報表示装置は，MOX 燃料加

工施設と共用する。SA⑮-19 

MOX 燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋情報把握設備の情報収集装置及び

情報表示装置は，再処理施設及び MOX 燃

料加工施設における重大事故等対処に同

時に対処することを考慮し，十分な台数

を確保することで，共用によって重大事

故等時の対処に影響を及ぼさない設計と

する。SA⑮-19,⑯-8,9 

 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ

収集装置及びデータ表示装置は，想定さ

れる重大事故等時において，必要な情報

を収集及び表示するため，それぞれ必要

数として1台ずつを有するとともに，動

的機器の単一故障を考慮した予備を含め

たそれぞれ2台を有する設計とする。 

SA⑮-20,⑯-8 

 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋情報把握設備の情報収集装置及び

情報表示装置は，想定される重大事故等

時において，必要な情報を収集及び表示

するため，それぞれ必要数として1台ず

つを有するとともに，動的機器の単一故

障を考慮した予備を含めたそれぞれ2台

を有する設計とする。SA⑮-21,⑯-9 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる緊急

時対策建屋に設置し，風(台風)等により

重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。SA⑰-13 

 

 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ

収集装置及びデータ表示装置は，安全機

能を有する施設として使用する場合と同

じ系統構成で重大事故等対処設備として

使用することにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。SA⑮-18 

 

 

 

(４）その他の主要な事項 

 (ⅸ) 緊急時対策所 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用し，共用によって重大事故等時の

対処に影響を及ぼさない設計とする。 

SA⑮-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ

収集装置及びデータ表示装置は，想定さ

れる重大事故等時において，必要な情報

を収集及び表示するため，それぞれ１台

を有する設計とするとともに，動的機器

の単一故障を考慮した予備を含めたそれ

ぞれ２台以上を有する設計とする。 

SA⑮-20,⑯-8  

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋情報把握設備の情報収集装置及

び情報表示装置は，想定される重大事故

等時において，必要な情報を収集及び表

示するため，それぞれ１台を有する設計

とするとともに，動的機器の単一故障を

考慮した予備を含めたそれぞれ合計２台

以上設置することで，多重性を有する設

計とする。SA⑮-21,⑯-9 

 

緊急時対策建屋情報把握設備は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる緊急

時対策建屋に設置し，風（台風）等によ

り機能を損なわない設計とする。 

SA⑰-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10(P21)から 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

第三十六条重大事故

等対処設備展開を個

別に記載することと

したため。 
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内的事象を要因とする重大事故等が発

生した場合に対処に用いる緊急時対策建

屋情報把握設備のデータ収集装置及びデ

ータ表示装置は，自然現象，人為事象，

溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発

生飛散物に対して，代替設備による機能

の確保により重大事故等への対処に必要

な機能を維持する設計とする。SA⑰-14 

 

緊急時対策建屋情報把握設備は，溢水

量を考慮し，影響を受けない高さへの設

置及び被水防護を行うことにより，重大

事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。SA⑰-15 

 

緊急時対策建屋情報把握設備は，通常

時において，重大事故等への対処に必要

な機能を確認するため，動作確認及び外

観点検が可能な設計とする。SA⑱-9 

また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。SA⑱-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ

収集装置及びデータ表示装置は，自然現

象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，

火災及び内部発生飛散物に対して，代替

設備による機能の確保により機能を維持

する設計とする。SA⑰-14 

 

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備は，溢水

量を考慮し，影響を受けない高さへの設

置及び被水防護する設計とする。 

SA⑰-15  

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備は，再処

理施設の運転中又は停止中に独立して動

作確認及び外観点検が可能な設計とす

る。SA⑱-9 

 

 

 

 

ａ） 緊急時対策建屋情報把握設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

情報収集装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）２ 台（予備として故障時のバック

アップを１台）SA⑭-16 

 

情報表示装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）２ 台（予備として故障時のバック

アップを１台）SA⑭-16 

 

データ収集装置（設計基準対象の施設と

兼用）２ 台（予備として故障時のバッ

クアップを１台）SA⑭-15 

 

データ表示装置（設計基準対象の施設と

兼用）２ 台（予備として故障時のバッ

クアップを１台）SA⑭-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13(P41)へ 

【許可からの変更点】 

位置付ける目的につい

て，明確にした。 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

第三十六条重大事故

等対処設備展開を個

別に記載することと

したため。 
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7.3.9.5 緊急時対策建屋電源設備 

 

 

 

 

 

緊急時対策所の機能を維持するために

必要な設備に給電するため，緊急時対策

建屋電源設備として，多重性を有する電

源設備及び燃料補給設備を常設重大事故

等対処設備として設置する設計とする。

SA⑪-2 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備の電源設備

は，外部電源が喪失し，重大事故等が発

生した場合に，当該重大事故等に対処す

るために必要な電力を確保するため，緊

急時対策建屋用発電機，発電機室送風

機，発電機室ダクト，緊急時対策建屋高

圧系統 6.9kV 緊急時対策建屋用母線，緊

急時対策建屋低圧系統 460V 緊急時対策

建屋用母線及び燃料油移送ポンプを常設

重大事故等対処設備として設置する設計

とする。SA⑪-3 

 

緊急時対策建屋電源設備の電源設備

は，緊急時対策建屋用発電機から緊急時

対策建屋高圧系統6.9ｋＶ緊急時対策建

屋用母線及び緊急時対策建屋低圧系統

460Ｖ緊急時対策建屋用母線を介して，

緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建

屋情報把握設備及び通信連絡設備に給電

できる設計とする。SA⑪-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｇ） 緊急時対策建屋電源設備 

 

 

 

 

 

緊急時対策所の機能を維持するために

必要な設備に電源を給電するため，緊急

時対策建屋電源設備として，多重性を有

する電源設備及び燃料補給設備を常設重

大事故等対処設備として設置する。 

SA⑪-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(２)主要設備 

(ａ) 電源設備 

緊急時対策建屋電源設備は，外部電源

が喪失し，重大事故等が発生した場合

に，当該重大事故等に対処するために必

要な電力を確保するため，緊急時対策建

屋用発電機，緊急時対策建屋高圧系統

6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線，緊急時

対策建屋低圧系統460Ｖ緊急時対策建屋

用母線及び燃料油移送ポンプを常設重大

事故等対処設備として設置する設計とす

る。SA⑪-3 

 

 

緊急時対策建屋電源設備は，外部電源

から緊急時対策建屋へ電力が供給できな

い場合に，多重性を考慮した緊急時対策

建屋用発電機から緊急時対策建屋高圧系

統 6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線及び緊

急時対策建屋低圧系統 460Ｖ緊急時対策

建屋用母線を介して，緊急時対策建屋換

気設備，緊急時対策建屋情報把握設備及

び通信連絡設備に給電できる設計とす

る。SA⑪-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38(P65)から 

【許可からの変更点】 

緊急時対策建屋電源設備の

電源設備であることを明確

化した。 

【許可からの変更点】 

外部電源から緊急時対策建

屋へ電力が供給できない場

合の給電及び多重性を考慮

した設計については，前段

及び後段で記載しているた

め記載を適正化した。 

【許可からの変更点】 

申請対象設備を明確化し

た。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

電源を確保する基本方針

は同様だが，再処理施設

の事業変更許可に合わせ

るため，緊急時対策建屋

電源設備の設備構成を記

載している。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

電源を確保する基本方針

は同様だが，再処理施設

の事業変更許可に合わせ

るため，緊急時対策建屋

電源設備の設備構成を記

載している。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化のため。 
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また，緊急時対策建屋用発電機は，運

転中においても燃料油移送ポンプにより

燃料の補給が可能な設計とする。SA⑪-5 

 

燃料補給の流路として，燃料油配管を

常設重大事故等対処設備として設置する

設計とする。SA⑪-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備の燃料補給設

備は，重大事故等への対処に必要となる

燃料を供給できるようにするため，重油

貯槽を常設重大事故等対処設備として設

置する設計とする。SA⑪-7 

 

 

 

 

緊急時対策建屋は，重大事故等が発生

した場合においても，当該重大事故等に

対処するために代替電源である緊急時対

策建屋電源設備から給電できる設計とす

る。SA⑪-8 

 

緊急時対策建屋電源設備は，共通要因

によって制御室と同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，離隔距離を確

保することで，制御室に対して独立性を

有する設計とする。SA⑭-17 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備は，共通要因

によって制御室と同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，緊急時対策建

屋に設置することにより，制御室と位置

的分散を図る設計とする。SA⑭-18 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備は，制御室と

共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，離隔距離を確

保することで，制御室に対して独立性を

有する設計とする。SA⑭-17 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備は，制御室と

共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，緊急時対策建

屋に設置することにより，制御室と位置

的分散を図る設計とする。SA⑭-18 

 

 

 

 

 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(２)主要設備 

(ａ) 電源設備 

また，緊急時対策建屋用発電機は，運

転中においても燃料の補給が可能な設計

とする。SA⑪-5 

 

 燃料の補給の本系統の流路として，燃

料油配管・弁を常設重大事故等対処設備

として使用する。SA⑪-6 

 

 

 

 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(２)主要設備 

ｇ．緊急時対策建屋電源設備 

(ｂ) 燃料補給設備 

燃料補給設備は，重大事故等への対処

に必要となる燃料を供給できるようにす

るため，重油貯槽を常設重大事故等対処

設備として設置する設計とする。 

SA⑪-7 

 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(２)主要設備 

ｇ．緊急時対策建屋電源設備 

緊急時対策建屋は，重大事故等が発生

した場合においても，当該重大事故等に

対処するために代替電源から給電ができ

る設計とする。SA⑪-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「緊急時対策所」 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(2) 必要な条件 

c. 代替交流電源の確保 

緊急時対策所には，常用電源設備から

の給電が喪失した場合に，代替電源設備

である緊急時対策所用発電機（東海，東

海第二発電所共用（以下同じ。））から

の給電が可能な設計とする。なお，緊急

時対策所用発電機は，プルーム通過時に

おいて，燃料を自動で補給し運転継続で

きる設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，1 台で緊急

時対策所に給電するために必要な容量を

有するものを，2 台設置することで，多

重性を有する設計とする。 

 

※「非常用電源設備」 

第２章 個別項目 

2. 交流電源設備 

2.3 緊急時対策所用発電機 

緊急時対策所用発電機（東海，東海第

二発電所共用（以下同じ。））は，緊急

時対策所用メタルクラッド開閉装置（東

海，東海第二発電所共用（以下同

じ。））（6900 V，1200 A のものを 1 

個），緊急時対策所用動力変圧器（東

海，東海第二発電所共用）（1400 kVA，

6900/480 V のものを 1 個），緊急時対

策所用パワーセンタ（東海，東海第二発

電所共用）（480 V，1800 A のものを 1 

個），緊急時対策所用モータコントロー

ルセンタ（東海，東海第二発電所共用）

（480 V，1200 A 及び 210 V，800 A の

ものを 2 個），緊急時対策所用 100V 分

電盤（東海，東海第二発電所共用）

（105 V，800 A のものを 2 個及び 105 

V，400 A のものを 1 個），緊急時対策

所用直流 125 V 主母線盤（東海，東海第

二発電所共用）（125 V，1200 A のもの

を 1 個），緊急時対策所用直流 125 V 

分電盤（東海，東海第二発電所共用）

（125 V，800 A のものを 1 個）を経由

して緊急時対策所非常用送風機（東海，

東海第二発電所共用），衛星電話設備

（固定型）（東海，東海第二発電所共

用），統合原子力防災ネットワークに接

続する通信連絡設備（テレビ会議システ

ム，ＩＰ電話，ＩＰ－ＦＡＸ）（東海，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40(P65)から 

39(P65)から 

41(P64)から 

【許可からの変更点】 

給電元となる設備の名称

を明確化した。 

【許可からの変更点】 

緊急時対策建屋電源設備

の燃料補給設備であるこ

とを明確化した。 

【許可からの変更点】 

申請対象設備を明確化

した。 

【許可からの変更点】 

燃料の補給に使用する

機器を明確化した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電機への燃料補給に

関する基本方針は同様

だが，再処理施設の事

業変更許可に合わせる

ため，燃料の補給の流

路となる設備を記載し

ている。  

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

第三十六条重大事故

等対処設備展開を個

別に記載することと

したため。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条、第五十条（緊急時対策所）（46 / 75） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策

建屋用発電機は，多重性を有する設計と

するとともに，それぞれが独立した系統

構成を有する設計とする。SA⑭-19 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備の燃料油移送

ポンプは，多重性を有する設計とする。

SA⑭-20 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備の重油貯槽

は，多重性を有する設計とする。 

SA⑭-21 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備は，他の設備

から独立して単独で使用可能なことによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。SA⑮-22 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策

建屋用発電機及び燃料油移送ポンプは，

回転体が飛散することを防ぐことで他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

SA⑮-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ） 電源設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

緊急時対策建屋用発電機（ＭＯＸ燃料加

工施設と共用）２ 台【SA□1】（予備と

して故障時のバックアップを１台

【SA□1】）SA⑭-19 

 

 

 

 

 

ａ） 電源設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

燃料油移送ポンプ（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用）４ 台【SA□1】（予備として故

障時のバックアップを３台【SA□1】） 

SA⑭-20 

 

 

 

ｂ） 燃料補給設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

重油貯槽（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）

【SA⑭-21】２ 基SA□1  

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備は，他の設備

から独立して単独で使用可能なことによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。SA⑮-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.2 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

ａ．常設重大事故等対処設備 

緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策

建屋用発電機は，１台で緊急時対策建屋

に給電するために必要な容量を有するも

のを２台設置，緊急時対策建屋高圧系統

6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線を２系

統，緊急時対策建屋低圧系統460Ｖ緊急

時対策建屋用母線を４系統有し，

【SA◇7 】多重性を有する設計とするとと

もに，それぞれが独立した系統構成を有

する設計とする。SA⑭-19 

 

緊急時対策建屋電源設備の燃料油移送

ポンプは，１台で緊急時対策建屋用発電

機の連続運転に必要な燃料を供給できる

ポンプ容量を有するものを各系統に２

台，合計４台設置することで，【SA◇7 】

多重性を有する設計とする。SA⑭-20 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備の重油貯槽

は，外部からの支援がなくとも，１基で

緊急時対策建屋用発電機の７日間以上の

連続運転に必要な容量を有するものを２

基設置することで，【SA◇7 】多重性を有

する設計とする。SA⑭-21 

 

 

 

 

 

 

 

9.16.2.2 設計方針 

(２) 悪影響防止 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋送風機及び緊急時対策建屋排風機並

びに【SA◇1】緊急時対策建屋電源設備の

緊急時対策建屋用発電機及び燃料油移送

ポンプは，回転体が飛散することを防ぐ

ことで他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。SA⑮-23 

 

 

 

 

東海第二発電所共用）及び安全パラメー

タ表示システム（ＳＰＤＳ）等へ給電で

きる設計とする。 

 

※「非常用電源設備」 

第２章 個別項目 

3. 直流電源設備及び計測制御用電源設

備 

3.3 緊急時対策所用蓄電池 

常用電源設備からの受電が喪失した場

合に，緊急時対策所用メタルクラッド開

閉装置等の制御電源に使用するため，緊

急時対策所用 125V 系蓄電池（東海，東

海第二発電所共用）を設ける設計とす

る。 

 

※「非常用電源設備」 

第２章 個別項目 

4. 燃料設備 

4.3 緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タ

ンクから緊急時対策所用発電機への給油 

緊急時対策所用発電機の燃料は，緊急

時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク（東

海，東海第二発電所共用）及び緊急時対

策所用発電機給油ポンプ（東海，東海第

二発電所共用）により補給できる設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42(P51)から 

15(P48)から 

16(P48)から 

14(P48)から 

43(P52)から 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

第三十六条重大事故

等対処設備展開を個

別に記載することと

したため。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備は，MOX 燃料

加工施設と共用する。SA⑮-24 

MOX 燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋電源設備は，再処理施設及び MOX

燃料加工施設における重大事故等対処に

同時に対処することを考慮し，十分な数

量及び容量を確保することで，共用によ

って重大事故等時の対処に影響を及ぼさ

ない設計とする。SA⑮-24,⑯-10,11,12 

 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発電

機は，緊急時対策建屋に給電するために

必要な台数及び動的機器の単一故障を考

慮した予備を含めた台数を有し，多重性

を考慮した設計とする。SA⑮-25,⑯-10 

 

 

 

 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋電源設備の燃料油移送ポンプは，

緊急時対策建屋用発電機の連続運転に必

要な燃料を供給できるポンプ容量を有す

る設計とする。SA⑮-26,⑯-11 

また，燃料油の移送に必要な台数及び

動的機器の単一故障を考慮した予備を含

めた台数を設置することで，多重性を有

する設計とする。SA⑮-26,⑯-11 

 

MOX燃料加工施設と共用する緊急時対

策建屋電源設備の重油貯槽は，外部から

の支援がなくとも，緊急時対策建屋用発

電機の7日間以上の連続運転に必要な容

量を有する設計とする。SA⑮-27,⑯-12 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる緊急時対

策建屋に設置し，風(台風)等により重大

事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。SA⑰-16 

 

 

 

 

 

 

(４）その他の主要な事項 

(ⅸ) 緊急時対策所 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用し，共用によって重大事故等時の

対処に影響を及ぼさない設計とする。 

SA⑮-24 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発

電機は，緊急時対策建屋に給電するため

に必要な１台【SA□1】を有する設計とす

るとともに，動的機器の単一故障を考慮

した予備を含めた２台【SA□1】以上設置

し多重性を有するとともに，独立した系

統構成を有する設計とする。 

SA⑮-25,⑯-10 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋電源設備の燃料油移送ポンプ

は，１台で【SA□1】緊急時対策建屋用発

電機の連続運転に必要な燃料を供給でき

るポンプ容量を有するものを各系統に２

台，【SA□1】動的機器の単一故障を考慮

した予備を含めた合計４台以上【SA□1】

設置することで【SA□2】，多重性を有す

る設計とする。SA⑮-26,⑯-11 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋電源設備の重油貯槽は，外部か

らの支援がなくとも，緊急時対策建屋用

発電機の７日間以上の連続運転に必要な

１基を有する設計とするとともに，予備

を含めた２基以上【SA□1】を有する設計

とする。SA⑮-27,⑯-12 

 

緊急時対策建屋電源設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる緊急時対

策建屋に設置し，風（台風）等により機

能を損なわない設計とする。SA⑰-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10(P21)から 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

第三十六条重大事故

等対処設備展開を個

別に記載することと

したため。 
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緊急時対策建屋電源設備は，溢水量を

考慮し，影響を受けない高さへの設置及

び被水防護を行うことにより，重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。SA⑰-17 

 

緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策

建屋用発電機及び燃料油移送ポンプは，

通常時において，重大事故等への対処に

必要な機能を確認するため，独立して外

観点検，起動試験及び分解点検が可能な

設計とする。SA⑱-10 

また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。 

SA⑱-10 

 

緊急時対策建屋電源設備の重油貯槽

は，通常時において，重大事故等への対

処に必要な機能を確認するため，独立し

てパラメータ確認及び漏えい確認が可能

な設計とする。SA⑱-11 

また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。 

SA⑱-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備は，溢水量を

考慮し，影響を受けない高さへの設置及

び被水防護する設計とする。SA⑰-17 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策

建屋用発電機及び燃料油移送ポンプは，

再処理施設の運転中又は停止中に独立し

て外観点検，起動試験及び分解点検が可

能な設計とする。SA⑱-10 

 

 

 

 

 

緊急時対策建屋電源設備の重油貯槽

は，再処理施設の運転中又は停止中に独

立してパラメータ確認及び漏えい確認が

可能な設計とする。SA⑱-11 

 

 

 

ａ） 電源設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

緊急時対策建屋用発電機（ＭＯＸ燃料加

工施設と共用）２ 台【SA□1 】（予備と

して故障時のバックアップを１台

【SA□1】）SA⑭-19 

 

緊急時対策建屋高圧系統6.9ｋＶ緊急時

対策建屋用母線（ＭＯＸ燃料加工施設と

共用）２ 系統SA□1  

緊急時対策建屋低圧系統460Ｖ緊急時対

策建屋用母線（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）４ 系統SA□1  

 

 

燃料油移送ポンプ（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用）４ 台【SA□1 】（予備として故

障時のバックアップを３台【SA□1】） 

SA⑭-20 

 

燃料油配管・弁（ＭＯＸ燃料加工施設と

共用）１ 式SA□1  

 

ｂ） 燃料補給設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

重油貯槽（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）

【SA⑭-21】２ 基SA□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14(P46)へ 

15(P46)へ 

16(P46)へ 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

第三十六条重大事故

等対処設備展開を個

別に記載することと

したため。 
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7.3.10.1 通信連絡設備 

 

 

 

 

 

通信連絡設備は，設計基準事故及び重

大事故等が発生した場合においても再処

理施設の内外の通信連絡をする必要のあ

る場所と通信連絡できる設計とする。 

DB⑦-4,SA⑫-2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通信連絡設備については，「Ⅰ Ⅰ-1 

第２章 7.3.10.1 通信連絡設備」に基

づくものとする。DB⑦-5,SA㉑ 

 

 

 

 

 

 

(ｆ) 通信連絡設備 

 

 

 

 

 

再処理施設の内外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡を行うため，通

信連絡設備を重大事故等対処設備として

設置又は配備する。SA⑫-3 

 

 

 

緊急時対策所は，重大事故等が発生し

た場合（有毒ガスが発生した場合を含

む。）においても，当該重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員がと

どまることができるよう，居住性を確保

するための設備として適切な遮蔽設備及

び換気設備を設ける等の措置を講じた設

計とするとともに，重大事故等に対処す

るために必要な情報を把握できる設備及

び再処理施設の内外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡を行うために必

要な設備を設置又は配備する。 

【SA⑫-2】また，重大事故等に対処する

ために必要な数の非常時対策組織の要員

を収容できる設計とする。 

 

 

 

緊急時対策所は，所内データ伝送設備

が伝送する【DB⑦-4】事故状態等の把握

に必要なデータ並びに環境モニタリング

設備のモニタリングポスト及びダストモ

ニタのデータを把握できる設計とする。 
所内データ伝送設備は，「リ.（４）

(ⅹ) 通信連絡設備」に，【DB⑦-5】モ

ニタリングポスト及びダストモニタは，

「チ．放射線管理施設の設備」に記載す

る。 

 

通信連絡設備は，「四、Ａ．リ.（４）

(ⅹ) 通信連絡設備」に記載する。SA㉑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「緊急時対策所」 

第２章 個別項目 

1. 緊急時対策所 

1.1 緊急時対策所の設置等 

(3) 緊急時対策所の機能 

c. 通信連絡 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施

設の損壊その他の異常が発生した場合に

おいて，当該事故等に対処するため，発

電所内の関係要員に指示を行うために必

要な通信連絡設備及び発電所外関係箇所

と専用であって多様性を備えた通信回線

にて通信連絡できる設計とする。 

緊急時対策所には，重大事故等が発生

した場合においても発電所の内外の通信

連絡をする必要のある場所と通信連絡で

きる設計とする。 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施

設の損壊その他の異常が発生した場合に

おいて，通信連絡設備により，発電所内

から発電所外の緊急時対策支援システム

（ＥＲＳＳ）へ必要なデータを伝送でき

るデータ伝送設備（発電所外）として，

緊急時対策支援システム伝送装置を設置

する設計とする。データ伝送設備（発電

所外）については，通信方式の多様性を

確保した専用通信回線にて伝送できる設

計とする。 

緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）

へ必要なデータを伝送できる緊急時対策

支援システム伝送装置で構成するデータ

伝送設備（発電所外）については，重大

事故等が発生した場合においても必要な

データを伝送できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5(P16)から 

9(P14)から 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

通信連絡設備について

は，他条文の基本設計方

針で記載しているため。 
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(１) 多様性，位置的分散 

「1.7.18 (１) ａ．多様性，位置的分

散」に示す基本方針を踏まえ以下のとお

り設計する。SA◇4  

ａ．常設重大事故等対処設備 

 緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対

策建屋換気設備，緊急時対策建屋情報把

握設備及び緊急時対策建屋電源設備は，

制御室と共通要因によって同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，離隔

距離を確保することで，制御室に対して

独立性を有する設計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対

策建屋換気設備，緊急時対策建屋情報把

握設備及び緊急時対策建屋電源設備は，

制御室と共通要因によって同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，緊急

時対策建屋に設置することにより，制御

室と位置的分散を図る設計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ

収集装置及びデータ表示装置は，地震等

により機能が損なわれる場合，代替設備

により機能を維持する設計とする。SA◇1  

 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋送風機及び緊急時対策建屋排風機は

それぞれ２台で緊急時対策建屋内を換気

するために必要な換気容量を有するもの

を合計４台設置することで【SA◇7 】，多

重性を有する設計とする。SA⑭-5,6 

 

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ

収集装置及びデータ表示装置は，それぞ

れ１台で計測設備及び監視測定設備にて

計測したパラメータを収集及び監視でき

るものを２台設置することで，多重性を

有する設計とする。SA⑭-15 

 

緊急時対策建屋情報把握設備の情報収

集装置及び情報表示装置は，それぞれ１

台で可搬型重要計器及び可搬型重要代替

計器並びに監視測定設備にて計測したパ

ラメータを収集及び監視できるものを２

台設置することで，多重性を有する設計

とする。SA⑭-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27(P26)へ 

 

37(P41)へ 
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 緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策

建屋用発電機は，１台で緊急時対策建屋

に給電するために必要な容量を有するも

のを２台設置，緊急時対策建屋高圧系統

6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線を２系

統，緊急時対策建屋低圧系統 460Ｖ緊急

時対策建屋用母線を４系統有し，

【SA◇7 】多重性を有する設計とするとと

もに，それぞれが独立した系統構成を有

する設計とする。SA⑭-19 

 

  緊急時対策建屋電源設備の燃料油移送

ポンプは，１台で緊急時対策建屋用発電

機の連続運転に必要な燃料を供給できる

ポンプ容量を有するものを各系統に２

台，合計４台設置することで，【SA◇7 】

多重性を有する設計とする。SA⑭-20 

 

緊急時対策建屋電源設備の重油貯槽

は，外部からの支援がなくとも，１基で

緊急時対策建屋用発電機の７日間以上の

連続運転に必要な容量を有するものを２

基設置することで，【SA◇7 】多重性を有

する設計とする。SA⑭-21 

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

 緊急時対策建屋環境測定設備及び緊急

時対策建屋放射線計測設備は，制御室と

共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，離隔距離を確

保することで，制御室に対して独立性を

有する設計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型環境モニタリング設備は，制御室と共

通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないように，故障時バック

アップを含めて必要な数量を制御室が設

置される制御建屋から 100ｍ以上の離隔

距離を確保した複数の外部保管エリアに

分散して保管することで位置的分散を図

る。SA◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42(P46)へ 
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緊急時対策建屋環境測定設備及び緊急

時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内

モニタリング設備は，制御室と共通要因

によって同時にその機能が損なわれるお

それがないように，故障時バックアップ

を含めて必要な数量を制御室が設置され

る制御建屋から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した外部保管エリアに保管するとと

もに，緊急時対策建屋にも保管すること

で位置的分散を図る。SA◇1  

 通信連絡設備の多様性，位置的分散に

ついては，「9.17 通信連絡設備」に示

す。SA◇4  

 

(２) 悪影響防止 

「1.7.18 (１) ｂ．悪影響防止」に示

す基本方針を踏まえ以下のとおり設計す

る。SA◇4  

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，緊急時

対策建屋と一体のコンクリート構造物と

し，倒壊等により他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策

建屋環境測定設備，緊急時対策建屋放射

線計測設備，緊急時対策建屋情報把握設

備の情報収集装置及び情報表示装置及び

緊急時対策建屋電源設備は，他の設備か

ら独立して単独で使用可能なことによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。SA◇1  

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ

収集装置及びデータ表示装置は，安全機

能を有する施設として使用する場合と同

じ系統構成で重大事故等対処設備として

使用することにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。SA◇1  

 

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋送風機及び緊急時対策建屋排風機並

びに緊急時対策建屋電源設備の緊急時対

策建屋用発電機及び燃料油移送ポンプ

は，回転体が飛散することを防ぐことで

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

通信連絡設備の悪影響防止について

は，「9.17 通信連絡設備」に示す。 

SA◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28(P26)へ 

43(P46)へ 
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 (３) 個数及び容量 

「1.7.18 (２) 個数及び容量」に示

す基本方針を踏まえ以下のとおり設計す

る。SA◇4  

 

ａ．常設重大事故等対処設備 

緊急時対策所は，想定される重大事故

等時において，重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員に加え，重大

事故等による工場等外への放射性物質及

び放射線の放出を抑制するために必要な

非常時対策組織の要員並びにＭＯＸ燃料

加工施設において事故が同時に発生した

場合に対処する要員として，最大 360 人

を収容できる設計とする。また，気体状

の放射性物質が大気中へ大規模に放出す

るおそれがある場合は，重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員等，

約 50 人の要員がとどまることができる

設計とする。SA◇1  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋換気設備の緊急時対策建屋送風

機及び緊急時対策建屋排風機は，緊急時

対策所内の居住性を確保するために必要

な２台を有する設計とするとともに，動

的機器の単一故障を考慮した予備を含め

た４台以上を有する設計とする。また，

緊急時対策建屋フィルタユニットは，緊

急時対策所内の居住性を確保するために

必要な５基を有する設計とするととも

に，故障時バックアップを含めた６基以

上を有する設計とする。SA◇1  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋換気設備の緊急時対策建屋加圧

ユニットは，気体状の放射性物質が大気

中へ大規模に放出するおそれがある場合

において，待機室の居住性を確保するた

め，待機室を正圧化し，待機室内へ気体

状の放射性物質の侵入を防止するととも

に，酸素濃度及び二酸化炭素濃度を活動

に支障がない範囲に維持するために必要

となる 4,900ｍ３以上を有する設計とす

る。SA◇1  

緊急時対策建屋情報把握設備のデータ

収集装置及びデータ表示装置は，想定さ

れる重大事故等時において，必要な情報

を収集及び表示するため，それぞれ１台

を有する設計とするとともに，動的機器

の単一故障を考慮した予備を含めたそれ

ぞれ２台以上を有する設計とする。SA◇1  
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ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋情報把握設備の情報収集装置及

び情報表示装置は，想定される重大事故

等時において，必要な情報を収集及び表

示するため，それぞれ１台を有する設計

とするとともに，動的機器の単一故障を

考慮した予備を含めたそれぞれ２台以上

を有する設計とする。SA◇1  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発

電機は，緊急時対策建屋に給電するため

に必要な１台を有する設計とするととも

に，動的機器の単一故障を考慮した予備

を含めた２台以上を有し，多重性を考慮

した設計とする。SA◇1  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋電源設備の燃料油移送ポンプ

は，１台で緊急時対策建屋用発電機の連

続運転に必要な燃料を供給できるポンプ

容量を有するものを各系統に２台，動的

機器の単一故障を考慮した予備を含めた

合計４台以上設置することで，多重性を

有する設計とする。SA◇1  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋電源設備の重油貯槽は，外部か

らの支援がなくとも，緊急時対策建屋用

発電機の７日間以上の連続運転に必要な

１基を有する設計とするとともに，予備

を含めた２基以上を有する設計とする。 

SA◇1  

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋環境測定設備は，緊急時対策所

の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸

化物濃度が活動に支障がない範囲内であ

ることの測定をするために必要な１台を

有する設計とするとともに，保有数は，

必要数として１台，予備として故障時及

び保守点検による待機除外時のバックア

ップを２台の合計３台以上を確保する。 

SA◇1  
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ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内モ

ニタリング設備並びに可搬型環境モニタ

リング設備の可搬型線量率計，可搬型ダ

ストモニタ及び可搬型データ伝送装置

は，重大事故等に対処するために必要な

指示を行う要員がとどまることができる

ことを確認するために必要な１台を有す

る設計とするとともに，保有数は，必要

数として１台，予備として故障時のバッ

クアップを１台の合計２台以上を確保す

る。SA◇1  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時

対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モ

ニタリング設備の可搬型発電機は，可搬

型線量率計等に給電できる容量を有する

設計とするとともに，保有数は，必要数

として１台，予備として故障時及び保守

点検による待機除外時のバックアップを

２台の合計３台以上を確保する。SA◇1  

通信連絡設備の個数及び容量について

は，「9.17 通信連絡設備」に示す。

SA◇4  

 

(４) 環境条件等 

「1.7.18 (３) 環境条件等」に示す基

本方針を踏まえ以下のとおり設計する。

SA◇4  

 ａ．常設重大事故等対処設備 

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，緊急時

対策建屋と一体設置した屋外設備であ

り，重大事故等時の環境条件を考慮した

設計とする。SA◇1  

 緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策

建屋情報把握設備及び緊急時対策建屋電

源設備は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる緊急時対策建屋に設置し，風

（台風）等により機能を損なわない設計

とする。SA◇1  

  緊急時対策建屋情報把握設備のデー

タ収集装置及びデータ表示装置は，地震

等により機能が損なわれる場合，代替設

備による機能の確保により機能を維持す

る設計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策

建屋情報把握設備及び緊急時対策建屋電

源設備は，溢水量を考慮し，影響を受け

ない高さへの設置及び被水防護する設計

とする。SA◇1  
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ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

緊急時対策建屋環境測定設備及び緊急

時対策建屋放射線計測設備の可搬型屋内

モニタリング設備は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる緊急時対策建屋及

び第１保管庫・貯水所に保管し，風（台

風）等により機能を損なわない設計とす

る。SA◇1  

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型環境モニタリング設備は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる第１保管

庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保

管し，風（台風）等により機能を損なわ

ない設計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋環境測定設備及び緊急

時対策建屋放射線計測設備は，溢水量を

考慮し，影響を受けない高さへの保管及

び被水防護する設計とする。SA◇1  

 緊急時対策建屋環境測定設備及び緊

急時対策建屋放射線計測設備は，内部発

生飛散物の影響を考慮し，緊急時対策建

屋の内部発生飛散物の影響を受けない場

所に保管することにより，機能を損なわ

ない設計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型環境モニタリング設備は，積雪及び火

山の影響に対して，積雪に対しては除雪

する手順を，火山の影響（降下火砕物に

よる積載荷重）に対しては除灰する手順

を整備する。SA◇3  

  

緊急時対策建屋環境測定設備及び緊急

時対策建屋放射線計測設備【SA◇1】は，

想定される重大事故等が発生した場合に

おいても操作に支障がないように，当該

設備の設置場所で操作可能な設計とす

る。SA⑰-7 

  

通信連絡設備の環境条件等について

は，「9.17 通信連絡設備」に示す。

SA◇4  
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(５) 操作性の確保 

「1.7.18 (４)ａ．操作性の確保」に

示す基本方針を踏まえ設計する。SA◇4  

通信連絡設備の操作性の確保について

は，「9.17 通信連絡設備」に示す。 

SA◇4  

 

9.16.2.3 主要設備の仕様 

 緊急時対策所の主要設備の仕様を第

9.16－２表(1)に示す。SA◇4  

 緊急時対策所の放射線管理施設の概略

仕様を第 9.16－２表(2)に示す。SA◇4  

 緊急時対策所の通信連絡設備及び代替

通信連絡設備の概略仕様を第 9.16－２

表(3)に示す。SA◇4  

 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

(１) 系統構成 

緊急時対策所は，必要な指示を行う対

策本部室及び全社対策組織の要員の活動

場所とする全社対策室並びに待機室を有

する設計とする。SA⑬-3 

 

緊急時対策所は，基準地震動による地

震力に対し，耐震構造とする緊急時対策

建屋内に設けることにより，その機能を

喪失しない設計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋は，大きな影響を及

ぼすおそれがある津波に対して必要な機

能が損なわれることがないよう，標高約

55ｍ及び海岸からの距離約５ｋｍの地点

に設置する設計とする。SA◇1  

また，隣接する第１保管庫・貯水所で

漏水が発生した場合を想定し，地下外壁

に防水処理を施し，周囲の地盤を難透水

層とする。SA◇2  

 

緊急時対策所の機能に係る設備は，

【SA◇1】共通要因により制御室と同時に

その機能を喪失しないよう，制御室に対

して独立性を有する設計とするととも

に，制御室からの離隔距離を確保した場

所に設置又は配備する。SA④ 

 

緊急時対策所は，重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員に加え，

工場等外への放射性物質及び放射線の放

出を抑制するための必要な要員を含め，

重大事故等の対処に必要な数の非常時対

策組織の要員を収容することができる設

計とする。SA◇1  
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緊急時対策建屋は，建屋の外側が放射

性物質により汚染したような状況下にお

いて，現場作業に従事した要員による緊

急時対策所への汚染の持ち込みを防止す

るため，【SA◇1】出入管理区画【SA⑤-

1】を設ける設計とする。SA◇1  

 

また，建屋出入口に設ける２つの扉

は，汚染の持ち込みを防止するため，同

時に開放できない設計とする。SA⑤-2 

 

緊急時対策建屋の重大事故等対処設備

は，緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時

対策建屋換気設備，緊急時対策建屋環境

測定設備，緊急時対策建屋放射線計測設

備，緊急時対策建屋情報把握設備，通信

連絡設備及び緊急時対策建屋電源設備で

構成する。SA◇1  

緊急時対策所の居住性に係る設計にお

いては，有効性評価を実施している重大

事故等のうち，臨界事故，外的事象の地

震を要因として発生が想定される，冷却

機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分

解により発生する水素による爆発の同時

発生を仮定する。SA◇5  

また，その想定における放射性物質の

放出量は，多段の重大事故等の拡大防止

対策が機能しないことを仮定すること

で，重大事故等の有効性評価に対して十

分な保守性を見込んで設定する。SA◇5  

具体的には，臨界事故の発生時の大気

中への放射性物質の放出量は，可溶性中

性子吸収材の効果を見込まず，全核分裂

数が１×1020 に達したと仮定するととも

に，臨界の核分裂により生成する放射性

物質の貯留設備への貯留対策の効果を見

込まず，放射性物質が時間減衰しないこ

とを想定し設定する。SA◇5  

冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生

時の大気中への放射性物質の放出量は，

機器注水又は冷却コイル若しくは冷却ジ

ャケット（以下「冷却コイル等」とい

う。）通水の効果を見込まず，気体状の

放射性物質が発生することを想定すると

ともに，気相部へ移行した放射性物質の

セルへの導出及び高性能粒子フィルタ等

による放射性物質の除去の効果を見込ま

ず設定する。SA◇5  
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放射線分解により発生する水素による

爆発の発生時の大気中への放射性物質の

放出量は，放射線分解により発生する水

素による爆発の拡大防止対策が機能しな

いことにより，２回までの放射線分解に

より発生する水素による爆発を仮定する

とともに，気相部へ移行した放射性物質

のセルへの導出及び高性能粒子フィルタ

等による放射性物質の除去の効果を見込

まず設定する。SA◇5  

また，重大事故等時の緊急時対策所の

居住性については，マスクの着用及び交

代要員体制等の被ばくの低減措置を考慮

せず，７日間同じ要員が緊急時対策所に

とどまることを想定する。SA◇5  

以上の条件においても，緊急時対策所

の居住性を確保するための設備は，重大

事故等時において緊急時対策所にとどま

る非常時対策組織の要員の実効線量が，

７日間で 100ｍＳｖを超えない設計とす

る。SA◇5  

緊急時対策所における居住性に係る被

ばく評価結果は，最大で，外的事象の地

震を要因として発生が想定される冷却機

能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解

により発生する水素による爆発の同時発

生における約４ｍＳｖであり，７日間で

100ｍＳｖを超えない。SA◇5  

緊急時対策所は，重大事故等への対処

が開始されている状態で，漏えい又は異

臭等の異常を確認した者（立会人，公的

機関から情報を入手した者等）から連絡

を受け有毒ガスの発生を認知した中央制

御室の実施組織要員（実施責任者）が，

緊急時対策所の重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員（非常時対策

組織本部の本部長）に連絡することで，

緊急時対策所の重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員が有毒ガスの

発生を認知できるよう，通信連絡設備及

び代替通信連絡設備を設ける設計とす

る。また，換気設備の隔離，防護具の着

用等の対策により，有毒ガスから緊急時

対策所の重大事故等に対処するために必

要な指示を行う要員を防護できる設計と

する。SA◇1  

これらの対策により，有毒ガスによる

影響を考慮した場合でも，緊急時対策所

に重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員がとどまることができる設

計とする。SA◇1   
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別紙１① 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 緊急時対策建屋は，「添付書類六 

再処理施設の安全設計に関する説明書」

の「1．6．2 重大事故等対処施設の耐

震設計」，「1．8 耐津波設計」及び

「1．5 火災及び爆発の防止に関する設

計」に基づく設計とする。SA◇6  

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設

との共用を考慮した設計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋機器配置図を第 9.16

－３図及び第 9.16－４図に示す。SA◇4  

 

 (２) 主要設備 

ａ．緊急時対策建屋の遮蔽設備 

緊急時対策所は，重大事故等が発生し

た場合においても，当該重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員がと

どまることができるよう，緊急時対策建

屋の遮蔽設備を常設重大事故等対処設備

として設置する設計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，重大事

故等が発生した場合において，緊急時対

策建屋換気設備の機能とあいまって，緊

急時対策所にとどまる非常時対策組織の

要員の実効線量が７日間で 100ｍＳｖを

超えない設計とする。SA◇1  

 

ｂ．緊急時対策建屋換気設備 

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故

等に対処するために必要な非常時対策組

織の要員がとどまることができるよう，

【SA◇1】緊急時対策建屋送風機，緊急時

対策建屋排風機，緊急時対策建屋フィル

タユニット，緊急時対策建屋換気設備ダ

クト・ダンパ，緊急時対策建屋加圧ユニ

ット，緊急時対策建屋加圧ユニット配

管・弁，対策本部室差圧計，待機室差圧

計及び監視制御盤を常設重大事故等対処

設備として設置する【SA◇1 】設計とす

る。SA⑦-1 

 

緊急時対策建屋換気設備は，居住性を

確保するため，外気取入加圧モードとし

て，放射性物質の取り込みを低減できる

よう緊急時対策建屋フィルタユニットを

経て外気を取り入れるとともに，緊急時

対策所を加圧し，放射性物質の流入を低

減できる設計とする。SA⑦-3 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故

等の発生に伴い放射性物質の放出を確認

した場合には，【SA◇1】再循環モードと

して，緊急時対策建屋換気設備の給気側

及び排気側のダンパを閉止し，【SA⑦-

4】外気の取り入れを遮断し，【SA◇1】

緊急時対策建屋フィルタユニットを通し

て【SA⑦-4】緊急時対策建屋の空気を再

循環できる設計とする SA◇1  

 

また，気体状の放射性物質が大気中へ

大規模に放出するおそれがある場合に

は，緊急時対策建屋加圧ユニット

【SA◇1】から空気を供給することで【SA

⑦-5】待機室内を加圧し，放射性物質の

流入を防止できる設計とする。SA◇1  

 

緊急時対策建屋加圧ユニットは，軽作

業による二酸化炭素発生量及び「労働安

全衛生規則」で定める二酸化炭素の許容

濃度を考慮して算出した必要換気量を踏

まえ，約 50 人【SA◇5 】の非常時対策組

織の要員が２日間【SA◇5 】とどまるため

に必要となる容量を有する設計とする。

SA⑦-6 

 

対策本部室差圧計及び待機室差圧計

は，緊急時対策所の各部屋が正圧を維持

した状態であることを監視できる設計と

する。SA⑦-7 

 

本系統の流路として，緊急時対策建屋

換気設備ダクト・ダンパ及び緊急時対策

建屋加圧ユニット配管・弁を常設重大事

故等対処設備として使用する。SA◇1  

また，緊急時対策建屋換気設備等の起

動状態及び差圧が確保されていること等

を確認するため，監視制御盤を常設重大

事故等対処設備として使用する。SA◇2  

緊急時対策建屋換気設備の系統概要図

を第 9.16－５図に示す。SA◇4  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ｃ．緊急時対策建屋環境測定設備 

緊急時対策建屋環境測定設備は，重大

事故等に対処するために必要な指示を行

う要員が，【SA◇1】緊急時対策所にとど

まることができることを確認するため，

【SA◇1】可搬型酸素濃度計，可搬型二酸

化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度

計を可搬型重大事故等対処設備として配

備する【SA◇1】設計とする。SA⑧-1 

 

緊急時対策建屋環境測定設備は，重大

事故等が発生した場合においても緊急時

対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及

び窒素酸化物濃度が活動に支障ない範囲

にあることを把握できる設計とする。 

SA⑧-2 

 

ｄ．緊急時対策建屋放射線計測設備 

 (ａ) 可搬型屋内モニタリング設備 

可搬型屋内モニタリング設備は，重大

事故等に対処するために必要な指示を行

う要員がとどまることができることを確

認するため，【SA◇1】可搬型エリアモニ

タ，可搬型ダストサンプラ及びアルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータを可搬型

重大事故等対処設備として配備する

【SA◇1】設計とする。SA⑨-2 

 

可搬型屋内モニタリング設備は，重大

事故等が発生した場合においても緊急時

対策所内の線量率及び放射性物質濃度を

把握できる設計とする。SA⑨-3 

 

 (ｂ) 可搬型環境モニタリング設備 

可搬型環境モニタリング設備は，重大

事故等に対処するために必要な指示を行

う要員がとどまることができることを確

認するため，【SA◇1】可搬型線量率計，

可搬型ダストモニタ，可搬型データ伝送

装置及び可搬型発電機を可搬型重大事故

等対処設備として配備する【SA◇1】設計

とする。SA⑨-4 

 

「8.2.4 (２)ｂ．代替モニタリング

設備」の監視測定用運搬車を可搬型重大

事故等対処設備として使用する。SA◇1  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

可搬型環境モニタリング設備は，重大

事故等が発生した場合において，換気モ

ードの切替判断を行うために，線量率及

び放射性物質濃度を把握できる設計とす

る。SA⑨-5 

 

可搬型線量率計及び可搬型ダストモニ

タは，緊急時対策建屋周辺の線量を測定

するとともに，空気中の粒子状放射性物

質を連続的に捕集及び測定できる設計と

する。SA◇8 ,◇9  

 

また，指示値を可搬型データ伝送装置

により緊急時対策建屋情報把握設備に伝

送できる設計とする。SA⑨-6 

 

可搬型線量率計，可搬型ダストモニタ

及び可搬型データ伝送装置は，可搬型発

電機から受電できる設計とする。SA⑨-7 

 

ｅ．緊急時対策建屋情報把握設備 

緊急時対策建屋情報把握設備は， 

重大事故等に対処するために必要な情報

を把握できるよう，情報収集装置及び情

報表示装置を常設重大事故等対処設備と

して設置する設計とする。SA◇1  

また，データ収集装置及びデータ表示

装置を常設重大事故等対処設備として位

置付ける設計とする。SA◇1  

 

 

緊急時対策建屋情報把握設備の情報収

集装置及び情報表示装置は，代替計測制

御設備で計測した重要監視パラメータ及

び重要代替監視パラメータ並びに監視測

定設備の代替モニタリング設備の可搬型

排気モニタリング設備の可搬型ガスモニ

タ，可搬型環境モニタリング設備，代替

気象観測設備の可搬型気象観測設備及び

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型

重大事故等対処設備の可搬型環境モニタ

リング設備の測定データを収集し，緊急

時対策所に表示する。SA⑩-6 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

また，データ収集装置は，中央制御室

から「臨界事故の拡大防止」，「冷却機

能の喪失による蒸発乾固の対処」，「放

射線分解により発生する水素による爆発

の対処」，「有機溶媒等による火災又は

爆発の対処」，「使用済燃料貯蔵槽の冷

却等」，「工場等外への放射性物質等の

放出の抑制」，「重大事故等への対処に

必要となる水の供給」及び「監視測定設

備」の「排気口における放射性物質の濃

度」，「周辺監視区域における放射性物

質の濃度及び線量」，「敷地内における

気象観測項目」の確認に必要な重要監視

パラメータ及び重要代替監視パラメータ

を収集し，データ表示装置にて表示する

設計とする。SA⑩-7 

 

情報収集装置及び情報表示装置の系統

概要図を第 9.16－６図に，データ収集

装置及びデータ表示装置の系統概要図を

第 9.16－２図に示す。SA◇4  

 

ｆ．通信連絡設備 

通信連絡設備は，重大事故等が発生し

た場合においても再処理施設の内外の通

信連絡をする必要のある場所と通信連絡

を行うための設備として，所内通信連絡

設備，所外通信連絡設備及び所外データ

伝送設備を重大事故等対処設備として位

置付ける。SA◇1  

また，代替通信連絡設備を設置又は配

備する設計とする。SA◇1  

 

ｇ．緊急時対策建屋電源設備 

緊急時対策建屋は，重大事故等が発生

した場合においても，当該重大事故等に

対処するために代替電源から給電ができ

る設計とする。SA⑪-8 

 

緊急時対策建屋電源設備は，緊急時対

策所の機能を維持するために必要な設備

に電源を給電するため，電源設備及び燃

料補給設備で構成する。SA◇8 ,◇9 ,◇10  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 (ａ) 電源設備 

緊急時対策建屋電源設備は，外部電源

が喪失し，重大事故等が発生した場合

に，当該重大事故等に対処するために必

要な電力を確保するため，緊急時対策建

屋用発電機，緊急時対策建屋高圧系統

6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線，緊急時

対策建屋低圧系統460Ｖ緊急時対策建屋

用母線及び燃料油移送ポンプを常設重大

事故等対処設備として設置する設計とす

る。SA⑪-3 

 

緊急時対策建屋電源設備は，外部電源

から緊急時対策建屋へ電力が供給できな

い場合に，多重性を考慮した緊急時対策

建屋用発電機から緊急時対策建屋高圧系

統 6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線及び緊

急時対策建屋低圧系統 460Ｖ緊急時対策

建屋用母線を介して，緊急時対策建屋換

気設備，緊急時対策建屋情報把握設備及

び通信連絡設備に給電できる設計とす

る。SA⑪-4 

 

また，緊急時対策建屋用発電機は，運

転中においても燃料の補給が可能な設計

とする。SA⑪-5 

 

燃料の補給の本系統の流路として，燃

料油配管・弁を常設重大事故等対処設備

として使用する。SA⑪-6 

 

緊急時対策建屋電源設備の系統概要図

を第 9.16－７図に示す。SA◇4  

 

(ｂ) 燃料補給設備 

燃料補給設備は，重大事故等への対処

に必要となる燃料を供給できるようにす

るため，重油貯槽を常設重大事故等対処

設備として設置する設計とする。 

SA⑪-7 

 

重油貯槽は，緊急時対策建屋用発電機

を７日間以上の連続運転ができる燃料を

貯蔵する設計とする。SA◇8 ,◇10  
重油貯槽は，複数有する設計とする。

SA◇1  

重油貯槽は，消防法に基づき設置す

る。SA◇8  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
また，重油貯槽は，万一火災が発生し

た場合においても，緊急時対策建屋に影

響を及ぼすことがないよう配置する。 

SA◇8  
燃料補給設備の系統概要図を第 9.16

－８図に示す。SA◇4  

 

9.16.2.5 試験・検査 

「1.7.18 (４)ｂ．試験・検査性」に

示す基本方針を踏まえ以下のとおり設計

する。SA◇4  

緊急時対策建屋の遮蔽設備は，再処理

施設の運転中又は停止中に外観点検が可

能な設計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋送風機及び緊急時対策建屋排風機

は，再処理施設の運転中又は停止中に独

立して動作確認及び分解点検が可能な設

計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋フィルタユニットは，再処理施設の

運転中又は停止中に外観点検及びパラメ

ータ確認が可能な設計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策

建屋加圧ユニットは，再処理施設の運転

中又は停止中に外観点検及び漏えい確認

が可能な設計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋換気設備の対策本部室

差圧計及び待機室差圧計は，再処理施設

の運転中又は停止中に校正，動作確認及

び外観点検が可能な設計とする SA◇1  

緊急時対策建屋環境測定設備は，再処

理施設の運転中又は停止中に校正，動作

確認及び外観点検が可能な設計とする。

SA◇1  

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型屋内モニタリング設備並びに可搬型環

境モニタリング設備の可搬型線量率計及

び可搬型ダストモニタは，再処理施設の

運転中又は停止中に校正，動作確認及び

外観点検が可能な設計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬

型環境モニタリング設備の可搬型データ

伝送装置及び可搬型発電機は，再処理施

設の運転中又は停止中に動作確認及び外

観点検が可能な設計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋情報把握設備は，再処

理施設の運転中又は停止中に独立して動

作確認及び外観点検が可能な設計とす

る。SA◇1  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策

建屋用発電機及び燃料油移送ポンプは，

再処理施設の運転中又は停止中に独立し

て外観点検，起動試験及び分解点検が可

能な設計とする。SA◇1  

緊急時対策建屋電源設備の重油貯槽

は，再処理施設の運転中又は停止中に独

立してパラメータ確認及び漏えい確認が

可能な設計とする。SA◇1  

通信連絡設備の試験・検査について

は，「9.17 通信連絡設備」に示す。

SA◇4  

 

第 9.16－２表(1) 緊急時対策所の主要

設備及び仕様（重大事故等対処設備） 

１．緊急時対策建屋の遮蔽設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ) 緊急時対策建屋の遮蔽設備（ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用） 

外部遮蔽    厚さ 約 1.0ｍ以上 

２．緊急時対策建屋換気設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ) 緊急時対策建屋送風機（ＭＯＸ燃

料加工施設と共用）（設計基準対象の施

設と兼用）   

台  数    ４（予備として故障時

のバックアップを２台） 

容  量    約 63,500ｍ３／ｈ／

台 

ｂ) 緊急時対策建屋排風機（ＭＯＸ燃

料加工施設と共用） 

台  数    ４（予備として故障時

のバックアップを２台） 

容  量    約 63,500ｍ３／ｈ／

台 

ｃ) 緊急時対策建屋フィルタユニット

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

種  類    高性能粒子フィルタ２

段内蔵形 

基  数    ６（予備として故障時

のバックアップを１基） 

粒子除去効率  99.9％以上（0.15μｍ

ＤＯＰ粒子） 

容  量    約 25,400ｍ３／ｈ／

基 

ｄ) 緊急時対策建屋換気設備ダクト・

ダンパ（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）

（設計基準対象の施設と兼用）   

数  量    １式 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ｅ) 緊急時対策建屋加圧ユニット（Ｍ

ＯＸ燃料加工施設と共用） 

容  量    4,900ｍ３［normal］以

上 

ｆ) 緊急時対策建屋加圧ユニット配

管・弁（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

数  量    １式 

ｇ) 対策本部室差圧計（ＭＯＸ燃料加

工施設と共用） 

基  数    １ 

測定範囲    －0.5～0.5ｋＰａ 

ｈ) 待機室差圧計（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用） 

基  数    １ 

測定範囲    －0.5～0.5ｋＰａ 

ｉ) 監視制御盤（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用）（設計基準対象の施設と兼用）   

面  数    １SA◇7  

 

３．緊急時対策建屋環境測定設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ) 可搬型酸素濃度計（ＭＯＸ燃料加

工施設と共用）（設計基準対象の施設と

兼用） 

ｂ) 可搬型二酸化炭素濃度計（ＭＯＸ

燃料加工施設と共用）（設計基準対象の

施設と兼用） 

ｃ) 可搬型窒素酸化物濃度計（ＭＯＸ

燃料加工施設と共用）（設計基準対象の

施設と兼用）SA◇7  

 

４．緊急時対策建屋放射線計測設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ) 可搬型屋内モニタリング設備 

ａ－１) 可搬型エリアモニタ（ＭＯＸ

燃料加工施設と共用） 

台  数    ２（予備として故障時

のバックアップを１台） 

計測範囲    0.001～99.99ｍＳｖ／

ｈ 

ａ－２) 可搬型ダストサンプラ（ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用） 

台  数    ２（予備として故障時

のバックアップを１台） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ａ－３) アルファ・ベータ線用サーベ

イメータ（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

台  数    ２（予備として故障時

のバックアップを１台） 

計測範囲    Ｂ．Ｇ～100ｋｍｉｎ

－１（アルファ線） 

計測範囲    Ｂ．Ｇ～300ｋｍｉｎ

－１（ベータ線） 

ｂ) 可搬型環境モニタリング設備 

ｂ－１) 可搬型線量率計（ＭＯＸ燃料

加工施設と共用） 

種  類    ＮａＩ（Ｔｌ）シンチ

レーション式検出器半導体式検出器 

計測範囲    Ｂ．Ｇ．～100 ｍＳｖ

／ｈ又はｍＧｙ／ｈ 

台  数    ２（予備として故障時

のバックアップを１台） 

ｂ－２) 可搬型ダストモニタ（ＭＯＸ

燃料加工施設と共用） 

種  類    ＺｎＳ（Ａｇ）シンチ

レーション式検出器 

          プラスチックシン

チレーション式検出器 

計測範囲    Ｂ．Ｇ．～99.9ｋｍｉ

ｎ－１ 

台  数    ２（予備として故障時

のバックアップを１台） 

ｂ－３) 可搬型データ伝送装置（ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用） 

台  数    ２（予備として故障時

のバックアップを１台） 

ｂ－４) 可搬型発電機（ＭＯＸ燃料加

工施設と共用） 

台  数    ３（予備として故障時

及び待機除外時のバックアップを２台） 

容  量    約３ｋＶＡ／台 SA◇7  

 

５．緊急時対策建屋情報把握設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ) 情報収集装置（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用） 

台  数    ２（予備として故障時

のバックアップを１台） 

ｂ) 情報表示装置（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用） 

台  数    ２（予備として故障時

のバックアップを１台） 

ｃ) データ収集装置（設計基準対象の

施設と兼用） 

台  数    ２（予備として故障時

のバックアップを１台） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ｄ) データ表示装置（設計基準対象の

施設と兼用） 

台  数    ２（予備として故障時

のバックアップを１台）SA◇7  

 

６．通信連絡設備 

「第 9.17.2－３表 通信連絡設備及び

代替通信連絡設備の主要機器仕様」に記

載する。SA◇4  

 

７．緊急時対策建屋電源設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ) 電源設備 

ａ－１) 緊急時対策建屋用発電機（Ｍ

ＯＸ燃料加工施設と共用） 

ディーゼル機関 

台  数    ２（予備として故障時

のバックアップを１台） 

燃  料    Ａ重油（約 420Ｌ／

ｈ） 

発電機 

種  類    三相同期発電機 

容  量    約 1,700ｋＶＡ／台 

力  率    0.8（遅れ） 

電  圧    6.6ｋＶ 

周 波 数    50Ｈｚ 

ａ－２) 緊急時対策建屋高圧系統 6.9

ｋＶ緊急時対策建屋用母線（ＭＯ 

Ｘ燃料加工施設と共用） 

数  量    ２系統 

ａ－３) 緊急時対策建屋低圧系統 460

Ｖ緊急時対策建屋用母線（ＭＯＸ 

燃料加工施設と共用） 

数  量    ４系統 

ａ－４)  燃料油移送ポンプ（ＭＯＸ燃

料加工施設と共用） 

台  数    ４（予備として故障時

のバックアップを２台） 

容  量    約 1.3ｍ３／ｈ／台 

ａ－５)  燃料油配管・弁（ＭＯＸ燃料

加工施設と共用） 

数  量    １式 

ｂ) 燃料補給設備 

ｂ－１) 重油貯槽（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用） 

基  数    ２ 

容  量    約 100ｍ３／基 

使用燃料    Ａ重油 SA◇7  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

1.9.26 緊急時対策所 

（緊急時対策所） 

第二十六条 工場等には、設計基準事故

が発生した場合に適切な措置をとるた

め、緊急時対策所を制御室以外の場所に

設けなければならない。 

２ 緊急時対策所及びその近傍並びに有

毒ガスの発生源の近傍には、有毒ガスが

発生した場合に適切な措置をとるため、

工場等内における有毒ガスの発生を検出

するための装置及び当該装置が有毒ガス

の発生を検出した場合に緊急時対策所に

おいて自動的に警報するための装置その

他の適切に防護するための設備を設けな

ければならない。 

適合のための設計方針 

第1項について 

設計基準事故が発生した場合に，再処

理施設内の情報の把握等，適切な措置を

とるため，制御室以外の場所に緊急時対

策所を設ける。緊急時対策所は，異常等

に対処するために必要な指示を行う要員

等を収容でき，必要な期間にわたり安全

にとどまることができることを確認する

ため可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭

素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計を

配備する。DB◇1  

緊急時対策所は，制御室の運転員を介

さず設計基準事故に対処するために必要

な再処理施設の情報を収集する設備とし

て，データ収集装置及びデータ表示装置

を設置する。DB◇1  
緊急時対策所は，再処理施設の内外の

必要な場所との通信連絡を行うため，統

合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統

合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡ

Ｘ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会

議システム，データ伝送設備，一般加入

電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，フ

ァクシミリ，ページング装置及び専用回

線電話を設置又は配備する。DB◇4  
 

第２項について 

想定される有毒ガスの発生時におい

て，有毒ガスが必要な指示を行う要員に

及ぼす影響により当該要員の対処能力が

著しく低下しないよう，当該要員が緊急

時対策所内にとどまり，事故対策に必要

な指示を行うことができる設計とするこ 

とで，安全機能を有する施設の安全機能
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
が損なわれることがない設計とする。そ

のために，事業指定基準規則第九条及び 

第十二条に係る設計方針を踏まえて，敷

地内外の固定源及び可動源それぞれに対

して，有毒ガス防護に係る影響評価を実 

施する。DB◇1  

敷地内外の固定源に対しては，当該要

員の吸気中の有毒ガス濃度が，有毒ガス

防護のための判断基準値を下回ることを 

評価により確認した。したがって，有毒

ガスの発生を検出するための装置や自動

的に警報するための装置を設置する必要 

はない。なお，万一に備え，敷地内外の

可動源に対する対策と同様の対策をと

る。DB◇1  

敷地内外の可動源に対しては，

「1.7.16.2 再処理施設における化学薬

品取扱いの基本方針」に示した化学薬品

の安全管理に係る手順に基づき，漏えい

又は異臭等の異常を確認した者（立会

人，公的機関から情報を入手した者等）

から連絡を受け有毒ガスの発生を認知し

た中央制御室の運転員（統括当直長）

が，緊急時対策所の設計基準事故及び重

大事故等の対処に必要な指示を行う要員

（非常時対策組織本部の本部長）に連絡

することで，緊急時対策所の設計基準事

故及び重大事故等の対処に必要な指示を

行う要員が有毒ガスの発生を認知できる

よう，通信連絡設備を設ける設計とす

る。また，換気設備の隔離，防護具の着

用等の対策により，有毒ガスから緊急時

対策所の設計基準事故及び重大事故等の

対処に必要な指示を行う要員を防護でき

る設計とする。DB◇1  

 

2.3.28 緊急時対策建屋 

緊急時対策建屋は，緊急時対策所を設

置し，緊急時対策建屋情報把握設備等を

収納する。DB◇1  

 主要構造は，鉄筋コンクリート造（一

部鉄骨鉄筋コンクリート造）で，地上１

階（一部地上２階建て）（地上高さ約17

ｍ），地下１階，平面が約60ｍ（南北方

向）×約79ｍ（東西方向）の建物であ

り，堅固な基礎版上に設置する。DB◇1  

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用する。DB◇1  

 緊急時対策建屋機器配置図を第2.3－

138図及び第2.3－139図に示す。DB◇3  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条、第五十条（緊急時対策所）（73 / 75） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
1.9.46 緊急時対策所 

（緊急時対策所） 

第四十六条 第二十六条の規定により設

置される緊急時対策所は、重大事故等が

発生した場合においても当該重大事故等

に対処するための適切な措置が講じられ

るよう、次に掲げるものでなければなら

ない。 

一 重大事故等に対処するために必要な

指示を行う要員がとどまることができる

よう、適切な措置を講じたものであるこ

と。 

二 重大事故等に対処するために必要な

指示ができるよう、重大事故等に対処す

るために必要な情報を把握できる設備を

設けたものであること。 

三 再処理施設の内外の通信連絡をする

必要のある場所と通信連絡を行うために

必要な設備を設けたものであること。 

２ 緊急時対策所は、重大事故等に対処

するために必要な数の要員を収容するこ

とができるものでなければならない。 

（解釈） 

１ 第１項及び第２項の要件を満たす緊

急時対策所とは、以下に掲げる措置又は

これらと同等以上の効果を有する措置を

講じた設備を整えたものをいう。 

一 基準地震動による地震力に対し、

免震機能等により、緊急時対策所

の機能を喪失しないようにすると

ともに、基準津波の影響を受けな

いこと。 

二 緊急時対策所と制御室は共通要因

により同時に機能喪失しないこ

と。 

三 緊急時対策所は、代替電源設備か

らの給電を可能とすること。ま

た、当該代替電源設備を含めて緊

急時対策所の電源設備は、多重性

又は多様性を有すること。 

四 居住性が確保されるように、適切

な遮蔽設計及び換気設計を行うこ

と。 

五 緊急時対策所の居住性について

は、以下に掲げる要件を満たすも

のをいう。 

① 想定する放射性物質の放出量

等は、想定される重大事故に

対して十分な保守性を見込ん

で設定すること。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条、第五十条（緊急時対策所）（74 / 75） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

② プルーム通過時等に特別な防

護措置を講じる場合を除き、

対策要員は緊急時対策所内で

のマスクの着用なしとして評

価すること。 

③ 交代要員体制、安定ヨウ素剤

の服用、仮設設備等を考慮し

ても良い。ただし、その場合

は、実施のための体制を整備

すること。 

④ 判断基準は、対策要員の実効

線量が７日間で100ｍＳｖを

超えないこと。 

六 緊急時対策所の外側が放射性物質

により汚染したような状況下にお

いて、緊急時対策所への汚染の持

込みを防止するため、モニタリン

グ、作業服の着替え等を行うため

の区画を設けること。 

２ 第２項に規定する「重大事故等に対

処するために必要な数の要員」と

は、第１項第１号に規定する「重大

事故等に対処するために必要な指示

を行う要員」に加え、少なくとも重

大事故等による工場等外への放射性

物質及び放射線の放出を抑制するた

めの必要な数の要員を含むものをい

う。 

適合のための設計方針 

重大事故等が発生した場合において

も，当該重大事故等に対処するために適

切な措置が講じられるよう，次に掲げる

重大事故等対処設備を設ける設計とす

る。SA◇1  

第１項第一号について 

重大事故等が発生した場合（有毒ガス

が発生した場合を含む。）において，当

該重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員がとどまることができるよ

う，居住性を確保するための設備とし

て，緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時

対策建屋換気設備，緊急時対策建屋環境

測定設備及び緊急時対策建屋放射線計測

設備を設置又は配備する。SA◇1  

また，緊急時対策所の機能を維持する

ために必要な設備に電源を供給するた

め，多重性を有する電源設備を設置す

る。SA◇1  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条、第五十条（緊急時対策所）（75 / 75） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
緊急時対策所は，基準地震動による地

震力に対し，耐震構造とする緊急時対策

建屋内に設けることにより，その機能を

喪失しない設計とする。また，緊急時対

策建屋は，大きな影響を及ぼすおそれが

ある津波に対して必要な機能が損なわれ

ることがないよう，標高約 55ｍ及び海

岸からの距離約５ｋｍの地点に設置する

設計とする。SA◇1  

緊急時対策所の機能に係る設備は，共

通要因により制御室と同時にその機能を

喪失しないよう，制御室に対し独立性を

有する設計とするとともに，制御室から

の離隔距離を確保した場所に設置又は配

備する設計とする。SA◇1  

緊急時対策所は，緊急時対策建屋の遮

蔽設備及び緊急時対策建屋換気設備の機

能とあいまって，緊急時対策所にとどま

る非常時対策組織の要員の実効線量が７

日間で100ｍＳｖを超えない設計とす

る。SA◇1  

緊急時対策建屋は，建屋の外側が放射

性物質により汚染したような状況下にお

いて，現場作業に従事した要員による緊

急時対策所への汚染の持ち込みを防止す

るため，作業服の着替え，防護具の着装

及び脱装，身体汚染検査並びに除染作業

ができる区画を設ける設計とする。SA◇1  

第１項第二号について 

重大事故等に対処するために必要な指

示ができるよう，重大事故等に対処する

ために必要な情報を把握できる緊急時対

策建屋情報把握設備を設置する。SA◇1  

第１項第三号について 

再処理施設の内外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡できるようにす

るため，通信連絡設備を設置又は配備す

る。SA◇1  

第２項について 

緊急時対策所は，重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う支援組織の要

員に加え，重大事故等の対策活動を行う

実施組織の要員を収容できる設計とす

る。SA◇1  

ここでいう支援組織は実施組織に対し

て技術的助言を行う「技術支援組織」及

び実施組織が重大事故等対策に専念でき

る環境を整える「運営支援組織」であ

り，以下「支援組織」という。SA◇1  
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別紙１② 

第三十条，第五十条（緊急時対策所） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

DB① 
緊急時対策所の事故時を考慮

した設計に関する説明 
技術基準の要求を受けている内容 30条１項 － a.b 

DB② 
緊急時対策所の設置箇所に関

する説明 
技術基準の要求を受けている内容 30条１項 － a.b 

DB③ 
緊急時対策所の活動場所に関

する説明 
技術基準の要求を受けている内容 30条１項 － 

a.b.c.d.

e.f.h 

DB④ 
緊急時対策建屋の主要構造に

関する説明 
技術基準の要求を受けている内容 30条１項 － a.ｂ 

DB⑤ 
MOX 燃料加工施設との共用に関

する事項 

第 16条「安全機能を有する施設」

の共用に係る要求を受けている内

容 

－ 

（ 1 6 条 ５ 項 ） 
－ g 

DB⑥ 情報把握設備に関する説明 情報把握設備に係る事項 － － a.i 

DB⑦ 通信連絡に関する説明 通信連絡設備に係る事項 － － a.i 

DB⑧ 
可搬型環境モニタリング設備

に関する説明 

可搬型環境モニタリング設備に係

る事項 
－ － a.i 

DB⑨ 環境測定設備に関する説明 環境測定設備に係る事項 － － a.b 

DB⑩ 有毒ガスに関する説明 有毒ガスに係る事項 30条２項 － b 

SA① 
緊急時対策所の事故時を考慮

した設計に関する説明 
技術基準の要求を受けている内容 50条１項 － a.b 

SA② 

必要な指示を行う要員がとど

まることができる措置に関す

る説明 

技術基準の要求を受けている内容 
50条１項 

１号 
－ a.b 

SA③ 地震・津波に関する説明 技術基準の要求を受けている内容 
50条１項 

１号 
－ a.c.f 

SA④ 
制御室との共通要因に関する

説明 
技術基準の要求を受けている内容 

50条１項 

１号 
－ a 

SA⑤ 
汚染の持込みを防止する設計

に関する説明 
技術基準の要求を受けている内容 

50条１項 

１号 
－ a.b 

SA⑥ 遮蔽設備に関する説明 技術基準の要求を受けている内容 
50条１項 

１号 
－ a.b.c.j 

SA⑦ 換気設備に関する説明 技術基準の要求を受けている内容 
50条１項 

１号 
－ 

a.b.f. 

i.j 

SA⑧ 環境測定設備に関する説明 技術基準の要求を受けている内容 
50条１項 

１号 
－ a.b.f 

SA⑨ 放射線計測設備に関する説明 技術基準の要求を受けている内容 
50条１項 

１号 
－ a.b.f.j 
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別紙１② 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

SA⑩ 情報把握設備に関する説明 技術基準の要求を受けている内容 
50条１項 

２号 
－ a.i 

SA⑪ 電源設備に関する説明 技術基準の要求を受けている内容 
50条１項 

１号 
－ 

a.b.c. 

f.i.j 

SA⑫ 通信連絡設備に関する説明 技術基準の要求を受けている内容 
50条１項３

号 
－ a.f.h.i 

SA⑬ 

重大事故等に対処するために

必要な数の要員を収容するこ

とができる措置に関する説明 

技術基準の要求を受けている内容 50条２項 － a.b 

SA⑭ 
多様性，位置的分散に関する説

明 

技術基準規則（第 36条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 50条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（ 3 6 条 2 項 ） 

（36 条３項２号） 

（36 条３項 4 号） 

（36 条３項６号） 

－ g 

SA⑮ 悪影響防止に関する説明 

技術基準規則（第 36条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 50条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条 1 項 6 号） 
－ g 

SA⑯ 個数及び容量に関する説明 

技術基準規則（第 36条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 50条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条 1 項 1 号） 
－ f 

SA⑰ 環境条件等に関する説明 

技術基準規則（第 36条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 50条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条 1 項２号） 

（36 条 1 項 7 号） 

（36 条３項 3 号） 

（36 条３項 4 号） 

－ g 

SA⑱ 試験・検査に関する説明 

技術基準規則（第 36条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 50条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条 1 項 4 号） 
－ g 

SA⑲ 
可搬型環境モニタリング設備

に使用する設備 

可搬型環境モニタリング設備に使

用する監視測定用運搬車に係る事

項 

－ － g 

SA⑳ 燃料の補給に使用する設備 

可搬型環境モニタリング設備に使

用する補機駆動用燃料補給設備に

係る事項 

－ － g 

SA㉑ 通信連絡に使用する設備 通信連絡設備に係る事項 － － g 

SA㉒ 
MOX 燃料加工施設との共用に関

する事項 

第 16条「安全機能を有する施設」

の共用に係る要求を受けている内

容 

－ 

（ 1 6 条 ５ 項 ） 
－ g 
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№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

SA㉓ 有毒ガスに関する説明 有毒ガスに係る事項 30条２項 － b 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

DB□1  設備仕様 仕様表に記載するため，記載しない。 j 

DB□2  記載箇所の呼び込み 
事業変更許可申請書内の呼び込みに関する記載のため，

記載しない。 
－ 

DB□3  添付書類記載内容 
緊急時対策所の機能に関する説明書及び緊急時対策所の

居住性に関する説明書で記載するため記載しない。 
a.b 

SA□1  設備仕様 仕様表に記載するため，記載しない。 j 

SA□2  添付書類記載内容 
緊急時対策所の機能に関する説明書及び緊急時対策所の

居住性に関する説明書で記載するため記載しない。 
a.b 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

DB◇1  重複記載 
事業変更許可本文及び添付書類六の他記載と重複するた

め記載しない。 
－ 

DB◇2  添付書類記載内容 

安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用さ

れる条件の下における健全性に関する説明書で記載する

ため記載しない。 

g 

DB◇3  記載箇所の呼び込み 
事業変更許可申請書内の呼び込みに関する記載のため，

記載しない。 
－ 

DB◇4  通信連絡設備に関する事項 

通信連絡設備については，通信連絡に関する事項である

ため，第 31条「通信連絡設備」の基本設計方針で記載す

る。 

－ 

DB◇5  設備仕様 仕様表に記載するため，記載しない。 j 

DB◇6  
第五十条と同じ趣旨の記載 

（緊急時対策所） 
第 50条「緊急時対策所」で記載する基本方針である。 a.b 

SA◇1  
本文と添六における同じ趣旨

の記載 

本文と趣旨が同じであり，本文の記載を基本設計方針に

記載する若しくは他の事業変更許可申請書の添六の記載

を採用したため，記載しない。 

－ 

SA◇2  運用に係る手順の記載 運用に係る手順のため，記載しない。 － 

SA◇3  
保安規定（除雪及び除灰）に関

する運用 

保安規定（除雪及び除灰）に関する事項は第 36条「重大

事故等対処設備」にて明確にするため，記載しない。 
－ 

SA◇4  記載箇所の呼び込み 
事業変更許可申請書内の呼び込みに関する記載のため，

記載しない。 
－ 

SA◇5  
被ばく評価の影響に対する設

計方針 

制御室及び緊急時対策所の居住性に関する説明書に記載

するため，記載しない。 
b 

SA◇6  
耐震，耐津波，火災及び爆発の

防止に関する設計条件 

再処理施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明

書に記載するため，記載しない。 
d,e 

SA◇7  設備仕様 仕様表に記載するため，記載しない。 j 
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３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

SA◇8  添付書類記載内容 
緊急時対策所の機能に関する説明書に記載するため記載

しない。 
a 

SA◇9  添付書類記載内容 
緊急時対策所の居住性に関する説明書に記載するため記

載しない。 
b 

SA◇10  添付書類記載内容 系統図に記載するため記載しない。 i 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ-1-5-1-2 緊急時対策所の機能に関する説明書 

b Ⅵ-1-5-2-2 緊急時対策所の居住性に関する説明書 

c Ⅳ-2-1 再処理設備本体等に係る耐震性に関する計算書 

d Ⅵ-1-1-1-2-4-2-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算書 

e Ⅵ-1-1-1-4-4-2 火山への配慮が必要な施設の強度計算書 

f Ⅵ-1-1-3-8-3-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（緊急時対策所） 

g 
Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関

する説明書 

h Ⅵ-1-1-8 通信連絡設備に関する説明書 

i 系統図 

j 仕様表 
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第31条：通信連絡設備 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十一条 （通信連絡設備）（1 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（通信連絡設備） 

第三十一条 工場等には、設

計基準事故が発生した場合に

おいて工場等内の人に対し必

要な指示ができるよう、警報

装置及び多様性を確保した通

信連絡設備が設けられていな

ければならない。①，③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 個別項目 

7. その他再処理設備の附属施設 

7.3 その他主要な事項 

7.3.10 通信連絡設備 

通信連絡設備の設計に係る共通的な設

計方針については，第 1章 共通項目の

「2.地盤」，「3.自然現象等」，「5.火

災等による損傷の防止」，「6.再処理施

設内における溢水による損傷の防止」，

「7.再処理施設内における化学薬品の漏

えいによる損傷の防止」及び「9.設備に

対する要求」に基づくものとする。 

 

7.3.10.1 通信連絡設備 

通信連絡設備は，警報装置，所内通信

連絡設備，所内データ伝送設備，所外通

信連絡設備及び所外データ伝送設備で構

成する。①-1,6,②-1,7 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.10.1.1 通信連絡設備（事業所内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理事業所には，設計基準事故が発

生した場合において，中央制御室等から

再処理事業所内の各所の者への必要な操

作，作業又は退避の指示等の連絡をブザ

ー鳴動等により行うことができる装置及

び音声等により行うことができる設備と

して，警報装置及び有線回線又は無線回

線による通信方式の多様性を確保した所

内通信連絡設備を設置する設計とする。

①-2,3,7 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ⅰ) 安全機能を有する施設 

(ｓ) 通信連絡設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通信連絡設備は，警報装置，所内通信

連絡設備，所内データ伝送設備，所外通

信連絡設備及び所外データ伝送設備から

構成する。①-1,②-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理事業所には，設計基準事故が発

生した場合において，再処理事業所内の

各所の者への必要な操作，作業又は退避

の指示等の連絡をブザー鳴動等により行

うことができる装置及び音声等により行

うことができる設備として，警報装置及

び有線回線又は無線回線による通信方式

の多様性を確保した所内通信連絡設備を

設ける設計とする。①-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 再処理施設に関する「再処理施設

の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則」への適合性 

1.9.1 概  要 

1.9.27 通信連絡設備 

（通信連絡設備） 

第二十七条 工場等には、設計基準事故

が発生した場合において工場等内の

人に対し必要な指示ができるよう、

警報装置（安全機能を有する施設に

属するものに限る。）及び多様性を

確保した通信連絡設備（安全機能を

有する施設に属するものに限る。）

を設けなければならない。 

２ 工場等には、設計基準事故が発生し

た場合において再処理施設外の通信

連絡をする必要がある場所と通信連

絡ができるよう、多様性を確保した

専用通信回線を設けなければならな

い。 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

再処理事業所には，設計基準事故が発

生した場合において，事業所内の各所の

者への必要な操作，作業又は退避の指示

等の連絡をブザー鳴動等により行うこと

ができる装置及び音声等により行うこと

ができる設備として，警報装置及び有線

回線又は無線回線による通信方式の多様

性を確保した所内通信連絡設備を設ける

設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 個別項目 

4. 通信連絡設備 

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施

設の損壊又は故障その他の異常の際に，

中央制御室等から人が立ち入る可能性の

ある原子炉建屋，タービン建屋等の建屋

内外各所の人に操作，作業，退避の指

示，事故対策のための集合等の連絡をブ

ザー鳴動等により行うことができる設備

及び音声等により行うことができる設備

として，警報装置及び通信設備（発電所

内）を設置又は保管する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-6（P6 から） 

②-7（P6 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-2（P2 へ） 

①-3（P6 から） 

①-7（P6 から） 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 
下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

紫字：ＳＡ設備に関する記載（比較対象外箇所） 

  ：発電炉との差異の理由    ：許可からの変更点等  

【「等」の解説 】 

「中央制御室等」の指す内容は中

央制御室の他，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室や現

場などであり，添付書類の説明書

で示すため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともに設計基準事故が発生した際に必要な連絡発信箇

所から人の立ち入る可能性のある場所に対し，必要な連絡ができる設備を

設置する設計とする方針は同様であるが，再処理施設では事故対策のため

の集合のための連絡をしないため。 

また，再処理施設には保管する通信連絡設備がないため。 

通信回線の多様性については，規則要求を踏まえ記載する。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設置する設

計とする」に修正。（以下同じ） 

【「等」の解説 】 

「操作，作業又は退避の指示等」の指す内容は操

作,作業又は避難の指示の他,作業完了連絡などで

あり, 添付書類の説明書で示すため。 

【「等」の解説】 

「ブザー鳴動等」の指す内

容はブザー鳴動の他自動音

声であり，添付書類の説明

書で示すため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許可の記載を踏襲し，通信連絡設備

の構成について記載した。 

【許可からの変更点】 

「制御室等」について，当該記

載が示す連絡元を明確にした。 

【許可からの変更点】 

他条文との横並びのため「で」

に修正。 

【「等」の解説】 

「音声等」の指す内容は音

声の他文書であり，添付書

類の説明書で示すため。 

1880



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十一条 （通信連絡設備）（2 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警報装置としてページング装置を，多

様性を確保した所内通信連絡設備として

ページング装置，所内携帯電話，専用回

線電話，一般加入電話及びファクシミリ

を設置する設計とする。①-2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，緊急時対策所へ事故状態等の把

握に必要なデータを伝送できる所内デー

タ伝送設備として，プロセスデータ伝送

サーバ，放射線管理用計算機，環境中継

サーバ及び総合防災盤を設置する設計と

する。①-4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警報装置，所内通信連絡設備及び所内

データ伝送設備については，非常用所内

電源系統，無停電電源に接続又は蓄電池

を内蔵することにより，外部電源が期待

できない場合でも動作可能な設計とす

る。③-1,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，緊急時対策所へ事故状態等の把

握に必要なデータを伝送できる設備とし

て，所内データ伝送設備を設ける設計と

する。①-5 

 

 

 

また，緊急時対策所へ事故状態等の把

握に必要なデータを伝送できる所内デー

タ伝送設備として，プロセスデータ伝送

サーバ，放射線管理用計算機，環境中継

サーバ及び総合防災盤を設ける設計とす

る。①-4 

 

 

 

警報装置，所内通信連絡設備及び所内

データ伝送設備については，非常用所内

電源系統，無停電電源に接続又は蓄電池

を内蔵することにより，外部電源が期待

できない場合でも動作可能な設計とす

る。③-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

また，緊急時対策所へ事故状態等の把

握に必要なデータを伝送できる設備とし

て，所内データ伝送設備を設ける設計と

する。 ◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警報装置，所内通信連絡設備及び所内

データ伝送設備については，非常用所内

電源系統，無停電電源に接続又は蓄電池

を内蔵することにより，外部電源が期待

できない場合でも動作可能な設計とす

る。 ◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警報装置として，十分な数量の警報装

置の機能を有する送受話器（ページン

グ）及び多様性を確保した通信設備（発

電所内）として，十分な数量の送受話器

（ページング），電力保安通信用電話設

備（固定電話機，PHS 端末及び FAX）

（東海，東海第二発電所共用（以下同

じ。）），衛星電話設備（固定型）（東

海，東海第二発電所共用（以下同

じ。）），衛星電話設備（携帯型）（東

海，東海第二発電所共用（以下同

じ。）），無線連絡設備（固定型），無

線連絡設備（携帯型）及び携行型有線通

話装置を設置又は保管する設計とする。 

 

また，緊急時対策所へ事故状態等の把

握に必要なデータを伝送できるデータ伝

送設備（発電所内）として，安全パラメ

ータ表示システム（SPDS）を設置する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警報装置，通信設備（発電所内）及び

データ伝送設備（発電所内）について

は，非常用所内電源又は無停電電源（蓄

電池を含む。）に接続し，外部電源が期

待できない場合でも動作可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-2（P1 から） 

①-3（P6 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③-3（P5 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともに警報装置として十分な数量のページング

装置及び多様性を確保した所内通信連絡設備として十分な数量の設

備を設置する設計とする方針は同様であるが，再処理施設の保管す

る通信連絡設備は重大事故等対処設備のため。 

数量については，事業変更許可申請書本文の記載を踏襲し記載して

いるため。また，事業変更許可申請書本文で一式として示している

ため添付書類に記載する。 

【許可からの変更点】 

警報装置として設ける設備

について対象を明確にする

ため追記。 
【「等」の解説 】 

「事故状態等」の指す内容は事

故状態の他，運転時の状態及び

停止時の状態であり，添付書類

の説明書で示すため。 

②（P6 から） 

①（P6 から） 

1881



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十一条 （通信連絡設備）（3 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所内通信連絡設備は，化学物質の漏え

い又は異臭等の異常を確認した者（立会

人，公的機関から情報を入手した者等）

が中央制御室の運転員（統括当直長）に

有毒ガスの発生を連絡する場合，中央制

御室の運転員（統括当直長）から中央制

御室，屋外及び屋内の運転員に有毒ガス

の発生を連絡する場合，中央制御室の運

転員（統括当直長）から使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室の運転員

に有毒ガスの発生を連絡する場合及び中

央制御室の運転員（統括当直長）から緊

急時対策所の設計基準事故並びに重大事

故等の対処に必要な指示を行う要員（非

常時対策組織本部の本部長）に有毒ガス

の発生を連絡する場合においても使用す

る。⑦-1,⑧-1 

 

 

 

 

 

 

所内通信連絡設備のページング装置及

び所内携帯電話は，廃棄物管理施設及び

MOX 燃料加工施設と共用する。⑥-1,2 

 

 

所内データ伝送設備の環境中継サーバ

は，MOX 燃料加工施設と共用する。⑥-1 

 

 

共用する所内通信連絡設備及び所内デ

ータ伝送設備は，同一の端末を使用する

設計又は十分な容量を確保する設計とす

ることで，共用によって再処理施設の安

全性を損なわない設計とする。⑥-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所内通信連絡設備は，化学物質の漏え

い又は異臭等の異常を確認した者（立会

人，公的機関から情報を入手した者等）

が中央制御室の運転員（統括当直長）に

有毒ガスの発生を連絡する場合，中央制

御室の運転員（統括当直長）から中央制

御室，屋外及び屋内の運転員に有毒ガス

の発生を連絡する場合，中央制御室の運

転員（統括当直長）から使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室の運転員

に有毒ガスの発生を連絡する場合及び中

央制御室の運転員（統括当直長）から緊

急時対策所の設計基準事故並びに重大事

故等の対処に必要な指示を行う要員（非

常時対策組織本部の本部長）に有毒ガス

の発生を連絡する場合においても使用す

る。⑦-1,⑧-1 

 

 

 

 

 

 

所内通信連絡設備のページング装置及

び所内携帯電話は，廃棄物管理施設及び

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。⑥-2 

 

 

 

 

 

 

共用する所内通信連絡設備及び所外通

信連絡設備は，共用によって再処理施設

の安全性を損なわない設計とする。⑥-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通信連絡設備の一部は，再処理施設と

ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設

と共用する。⑥-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重大事故等対処施設の記載について
は，第５１条にて展開するため，省略す
る） 
 

 

 

通信連絡設備のうち衛星電話設備（固

定型），衛星電話設備（携帯型），電力

保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨ

Ｓ端末及びＦＡＸ），テレビ会議システ

ム（社内），統合原子力防災ネットワー

クに接続する通信連絡設備（テレビ会議

システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡ

Ｘ），加入電話設備（加入電話及び加入

ＦＡＸ）及び専用電話設備（ホットライ

ン）（地方公共団体向）は，東海発電所

と共用とするが，東海第二発電所及び東

海発電所に係る通信・通話に必要な仕様

を満足する設計とすることで，安全性を

損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

共用する通信連絡設備につ

いて，対象を明確にした。 

【許可からの変更点】 

共用によって再処理施設の

安全性を損なわない設計に

ついて，設計内容を明確に

した。 

③（P7 から） 

④（P8 から） 

⑥（P8 から） 

⑤（P6 から） 

【「等」の解説 】 

「漏えい又は異臭等」は化

学薬品の受入れ時の異常を

示すものであり，「等」の

指す内容は化学薬品の運搬

車両の損傷など，様々挙げ

られることから，「等」と

した。（以下同じ） 

【「等」の解説 】 

「公的機関から情報を入手

した者等」の「等」の指す

内容は，当該の運搬に対応

している者であり，添付書

類の説明書で示すため。

（以下同じ） 

⑦（P5 から） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
２ 工場等には、設計基準事

故が発生した場合において再

処理施設外の通信連絡をする

必要がある場所と通信連絡が

できるよう、多様性を確保し

た専用通信回線が設けられて

いなければならない。②，

③，④，⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.10.1.2 通信連絡設備（事業所外） 

再処理事業所には，設計基準事故が発

生した場合において，国，地方公共団

体，その他関係機関等の必要箇所へ事故

に係る通信連絡を音声等により行うこと

ができる所外通信連絡設備として，統合

原子力防災ネットワーク IP 電話，統合

原子力防災ネットワーク IP-FAX，統合原

子力防災ネットワーク TV 会議システ

ム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星

携帯電話及びファクシミリを設置する設

計とする。②-2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，再処理事業所内から事業所外の

緊急時対策支援システム（ERSS）へ必要

なデータを伝送できる所外データ伝送設

備として，データ伝送設備を設置する設

計とする。②-3,6 

 

 

所外通信連絡設備及び所外データ伝送

設備については，有線回線，無線回線又

は衛星回線による通信方式の多様性を確

保した構成の通信回線に接続する。統合

原子力防災ネットワーク IP 電話，統合

原子力防災ネットワーク IP-FAX，統合原

子力防災ネットワーク TV 会議システム

及びデータ伝送設備は，専用通信回線に

接続し，輻輳等による制限を受けること

なく常時使用可能な設計とする。また，

これらの専用通信回線の容量は通話及び

データ伝送に必要な容量に対し十分な余

裕を確保した設計とする。②-4,8,④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理事業所には，設計基準事故が発

生した場合において，国，地方公共団

体，その他関係機関等の必要箇所へ事故

に係る通信連絡を音声等により行うこと

ができる設備として，所外通信連絡設備

を設ける設計とする。②-5 

 

 

 

再処理事業所には，設計基準事故が発

生した場合において，国，地方公共団

体，その他関係機関等の必要箇所へ事故

に係る通信連絡を音声等により行うこと

ができる所外通信連絡設備として，統合

原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合

原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議シ

ステム，一般加入電話，一般携帯電話，

衛星携帯電話及びファクシミリを設ける

設計とする。②-2 

 

 

 

また，再処理事業所内から事業所外の

緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）へ

必要なデータを伝送できる設備として，

所外データ伝送設備を設ける設計とす

る。②-6,⑤ 

 

 

所外通信連絡設備及び所外データ伝送

設備については，有線回線，無線回線又

は衛星回線による通信方式の多様性を確

保した構成の専用通信回線に接続し，輻

輳等による制限を受けることなく常時使

用可能な設計とする。②-4,④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２項について 

再処理事業所には，設計基準事故が発

生した場合において，国，地方公共団

体，その他関係機関等の必要箇所へ事故

の発生等に係る通信連絡を音声等により

行うことができる設備として，所外通信

連絡設備を設ける設計とする。 ◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また，再処理事業所内から事業所外の

緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）へ

必要なデータを伝送できる設備として，

所外データ伝送設備を設ける設計とす

る。 ◇1  

 

 

 所外通信連絡設備及び所外データ伝送

設備は，有線回線，無線回線又は衛星回

線による通信方式の多様性を確保した構

成の専用通信回線に接続し，輻輳等によ

る制限を受けることなく常時使用できる

設計とする。 ◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 通信連絡設備（発電所外） 

 設計基準事故が発生した場合におい

て，発電所外の本店（東京），国，地方

公共団体，その他関係機関等の必要箇所

へ事故の発生等に係る連絡を音声等によ

り行うことができる通信設備（発電所

外）として，十分な数量の電力保安通信

用電話設備（固定電話機，PHS 端末及び

FAX），テレビ会議システム（社内）

（東海，東海第二発電所共用（以下同

じ。）），加入電話設備（加入電話及び

加入 FAX）（東海，東海第二発電所共用

（以下同じ。）），専用電話設備（専用

電話（ホットライン）（地方公共団体

向））（東海，東海第二発電所共用（以

下同じ。）），衛星電話設備（固定

型），衛星電話設備（携帯型）及び統合

原子力防災ネットワークに接続する通信

連絡設備（テレビ会議システム，IP 電話

及び IP-FAX）（東海，東海第二発電所共

用（以下同じ。））を設置又は保管する

設計とする。 

 

 

また，発電所内から発電所外の緊急時

対策支援システム（ERSS）へ必要なデー

タを伝送できるデータ伝送設備（発電所

外）として，データ伝送設備を設置する

設計とする。 

 

 

通信設備（発電所外）及びデータ伝送

設備（発電所外）については，有線系，

無線系又は衛星系回線による通信方式の

多様性を備えた構成の通信回線に接続す

る。電力保安通信用電話設備（固定電話

機，PHS 端末及び FAX），テレビ会議シ

ステム（社内），専用電話設備（専用電

話（ホットライン）（地方公共団体

向）），統合原子力防災ネットワークに

接続する通信連絡設備（テレビ会議シス

テム，IP 電話及び IP-FAX）及びデータ

伝送設備は，専用通信回線に接続し，輻

輳等による制限を受けることなく常時使

用できる設計とする。また，これらの専

用通信回線の容量は通話及びデータ伝送

に必要な容量に対し十分な余裕を確保し

た設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-3（P7 から） 

⑤（P5 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-8（P7 から） 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともに設計基準

事故が発生した場合において必要箇

所へ事故の発生等に係る連絡ができ

る設備を設置する設計とする方針は

同様であるが，再処理施設と発電炉

で通信連絡が必要となる連絡先が異

なるため。また，再処理施設の保管

する通信連絡設備は重大事故等対処

設備のため。 

数量については，事業変更許可申請

書本文で一式として示しているため

添付書類に記載する。 

【「等」の解説】 

「音声等」の指す内容は，

音声の他文書であり，添付

書類の説明書で示すため。 

【「等」の解説 】 

「国，地方公共団体，その

他関係機関等」の指す内容

は，警察署や消防署などが

あり，保安規定で示すた

め。 

【許可からの変更点】 

専用通信回線に接続する通

信連絡設備について対象を

明確にした。 

【「等」の解説 】 

「輻輳等」の指す内容は回

線輻輳,機器単一故障などで

あり, 添付書類の説明書で

示すため。 

【許可からの変更点】 

専用通信回線の容量に関する設計方針について，事業指定基準規則第

27 条の解釈に記載されている「輻輳等による制限を受けることなく使

用できる」という要求を踏まえ，基本設計方針として記載。 

⑧（P7 から） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所外通信連絡設備及び所外データ伝送

設備については，無停電電源に接続する

ことにより，外部電源が期待できない場

合でも動作可能な設計とする。③-2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準事故が発生した場合におい

て，データ伝送設備は，基準地震動Ｓｓ

による地震力に対し，地震時及び地震後

においても，緊急時対策支援システム

（ERSS）へ必要なデータを伝送する機能

を保持するため，固定による転倒防止措

置を実施する設計とする。⑤ 

 

 

 

 

 

 

所外通信連絡設備は，化学物質の漏え

い又は異臭等の異常を確認した者（立会

人，公的機関から情報を入手した者等）

が中央制御室の運転員（統括当直長）に

有毒ガスの発生を連絡する場合において

も使用する。⑦-2,⑧-2 

 

 

 

所外通信連絡設備の統合原子力防災ネ

ットワーク IP 電話，統合原子力防災ネ

ットワーク IP-FAX，統合原子力防災ネッ

トワーク TV 会議システム，一般加入電

話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びフ

ァクシミリは，MOX 燃料加工施設と共用

する。⑥-1,3 

 

 

 

 

共用する所外通信連絡設備は，同一の

端末を使用する設計とすることで，共用

によって再処理施設の安全性を損なわな

い設計とする。⑥-4 

 

これらの通信連絡設備については，非

常用所内電源系統，無停電電源に接続又

は蓄電池を内蔵することにより，外部電

源が期待できない場合も動作可能な設計

とする。③-3 

 

 

所外通信連絡設備及び所外データ伝送

設備については，非常用所内電源系統，

無停電電源に接続又は蓄電池を内蔵する

ことにより，外部電源が期待できない場

合でも動作可能な設計とする。③-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所外通信連絡設備は，化学物質の漏え

い又は異臭等の異常を確認した者（立会

人，公的機関から情報を入手した者等）

が中央制御室の運転員（統括当直長）に

有毒ガスの発生を連絡する場合において

も使用する。⑦-2,⑧-2 

 

 

 

所外通信連絡設備の統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防

災ネットワークＴＶ会議システム，一般

加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話

及びファクシミリは，ＭＯＸ燃料加工施

設と共用する。⑥-3 

 

 

 

 

共用する所内通信連絡設備及び所外通

信連絡設備は，共用によって再処理施設

の安全性を損なわない設計とする。⑥-4 

 

 

所外通信連絡設備及び所外データ伝送

設備は，非常用所内電源系統，無停電電

源に接続又は蓄電池を内蔵することによ

り，外部電源が期待できない場合でも動

作可能な設計とする。 ◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通信設備（発電所外）及びデータ伝送

設備（発電所外）については，非常用所

内電源又は無停電電源（蓄電池を含

む。）に接続し，外部電源が期待できな

い場合でも動作可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施

設の損壊又は故障その他の異常が発生し

た場合において，データ伝送設備は，基

準地震動Ｓｓによる地震力に対し，地震

時及び地震後においても，緊急時対策支

援システム（ERSS）へ必要なデータを伝

送する機能を保持するため，固縛又は固

定による転倒防止措置等を実施するとと

もに，信号ケーブル及び電源ケーブル

は，耐震性を有する電線管等の電路に敷

設する設計とする。 

 
 
（重大事故等対処施設の記載について
は，第５１条にて展開するため，省略す
る） 
 

 

 

 

 

 

通信連絡設備のうち衛星電話設備（固

定型），衛星電話設備（携帯型），電力

保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨ

Ｓ端末及びＦＡＸ），テレビ会議システ

ム（社内），統合原子力防災ネットワー

クに接続する通信連絡設備（テレビ会議

システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡ

Ｘ），加入電話設備（加入電話及び加入

ＦＡＸ）及び専用電話設備（ホットライ

ン）（地方公共団体向）は，東海発電所

と共用とするが，東海第二発電所及び東

海発電所に係る通信・通話に必要な仕様

を満足する設計とすることで，安全性を

損なわない設計とする。 

 

 

 

 

③-3（P2 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤（P4 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-1（P6 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

共用によって再処理施設の

安全性を損なわない設計に

ついて，設計内容を明確に

した。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともに基準地震動Ｓｓの地震時及び地震後も

データ伝送機能を保持するための措置を実施することは同様であ

るが，再処理施設ではケーブルは設備選定により基本設計方針に

記載しない設備として整理しているため。ケーブルの耐震性につ

いては添付書類の説明書で示す。 
【許可からの変更点】 

技術基準規則第 31 条第２項の要求事項に対する基本設計方針

を記載しており，要求事項に対する設計を明確にしている。 

⑩（P8 から） 

⑪（P8 から） 

⑥（P8 から） 

⑨（P8 から） 

【許可からの変更点】 

供給電源を明確にした。 

⑦（P3 へ） 
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再処理事業所には，重大事故等が発生

した場合において再処理事業所の内外の

通信連絡をする必要のある場所と通信連

絡を行うために必要な設備として，通信

連絡設備及び代替通信連絡設備を設ける

設計とする。  

代替通信連絡設備は，代替電源設備

（電池等の予備電源設備を含む。）から

の給電を可能とした設計とする。  

 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造

及び設備 

(４) その他の主要な事項 

(ⅹ) 通信連絡設備 

通信連絡設備は，警報装置，所内通信

連絡設備，所内データ伝送設備，所外通

信連絡設備及び所外データ伝送設備から

構成する。①-6,②-7 

 

再処理事業所には，設計基準事故が発

生した場合において，制御室等から再処

理事業所内の各所の者への必要な操作，

作業又は退避の指示等の連絡をブザー鳴

動等により行うことができる装置及び音

声等により行うことができる所内通信連

絡設備として，ページング装置（警報装

置を含む。），所内携帯電話，専用回線

電話，一般加入電話及びファクシミリを

設ける設計とする。①-3 

 

所内通信連絡設備は，有線回線又は無

線回線による通信方式の多様性を確保し

た設計とする。①-7 

 

また，緊急時対策所へ事故状態等の把

握に必要なデータを伝送できる所内デー

タ伝送設備として，プロセスデータ伝送

サーバ，放射線管理用計算機，環境中継

サーバ及び総合防災盤を設ける設計とす

る。①-4 

 

   

 

警報装置，所内通信連絡設備及び所内

データ伝送設備については，非常用所内

電源系統，無停電電源に接続又は蓄電池

を内蔵することにより，外部電源が期待

できない場合でも動作可能な設計とす

る。③-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.17 通信連絡設備 

9.17.1 設計基準対象の施設 

9.17.1.1 概  要 

設計基準事故が発生した場合におい

て，再処理事業所内の各所の者に必要な

操作，作業又は退避の指示等の連絡がで

きるよう，警報装置及び通信方式の多様

性を確保した通信連絡設備を設置する。 

◇1  

また，再処理事業所外の通信連絡をす

る必要がある場所と通信連絡ができるよ

う，通信方式の多様性を確保した専用通

信回線に接続する。 ◇1  

 

通信連絡設備の一部は，再処理施設と

ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設

と共用する。⑥-1 

 

 

 

9.17.1.2 設計方針 

(１) 設計基準事故が発生した場合に

おいて，再処理事業所内の各所の者

への必要な操作，作業又は退避の指

示等の連絡をブザー鳴動等により行

うことができる装置及び音声等によ

り行うことができる設備として，警

報装置及び所内通信連絡設備を設け

る設計とする。 ◇1  

(２) 所内通信連絡設備は，有線回線

又は無線回線による通信方式の多様

性を確保した設計とする。 ◇1  

(３) 設計基準事故が発生した場合に

おいて，緊急時対策所へ事故状態等

の把握に必要なデータを伝送できる

設備として，所内データ伝送設備を

設ける設計とする。 ◇1  

 (４) 設計基準事故が発生した場合に

おいて，中央制御室及び緊急時対策

所から再処理事業所外の必要箇所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-6（P1 へ） 

②-7（P1 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-1（P5 へ） 

①-3（P1,P2 へ） 

 

 

 

①-7（P1 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤（P3 へ） 

②（P2 へ） 

①（P2 へ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所内通信連絡設備は，化学物質の漏え

い又は異臭等の異常を確認した者（立会

人，公的機関から情報を入手した者等）

が中央制御室の運転員（統括当直長）に

有毒ガスの発生を連絡する場合，中央制

御室の運転員（統括当直長）から中央制

御室，屋外及び屋内の運転員に有毒ガス

の発生を連絡する場合，中央制御室の運

転員（統括当直長）から使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室の運転員

に有毒ガスの発生を連絡する場合及び中

央制御室の運転員（統括当直長）から緊

急時対策所の設計基準事故並びに重大事

故等の対処に必要な指示を行う要員（非

常時対策組織本部の本部長）に有毒ガス

の発生を連絡する場合においても使用す

る。⑦-1,⑧-1 

 

 

 

再処理事業所には，設計基準事故が発

生した場合において，国，地方公共団

体，その他関係機関等の必要箇所へ事故

に係る通信連絡を音声等により行うこと

ができる所外通信連絡設備として，統合

原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合

原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議シ

ステム，一般加入電話，一般携帯電話，

衛星携帯電話及びファクシミリを設ける

設計とする。②-2 

 

 

 

 

また，再処理事業所内から事業所外の

緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）へ

必要なデータを伝送できる所外データ伝

送設備として，データ伝送設備を設ける

設計とする。②-3 

    

所外通信連絡設備及び所外データ伝送

設備については，有線回線，無線回線又

は衛星回線による通信方式の多様性を確

保した構成の専用通信回線に接続し，輻

輳等による制限を受けることなく常時使

用できる設計とする。②-8 

 

 

 

に，事故に係る通信連絡を音声等に

より行うことができる設備として，

所外通信連絡設備を設ける設計とす

る。 ◇3  

 (５) 設計基準事故が発生した場合に

おいて，緊急時対策支援システム

（ＥＲＳＳ）へ必要なデータを伝送

できる設備として，所外データ伝送

設備を設ける設計とする。 ◇1  

 (６) 所外通信連絡設備及び所外デー

タ伝送設備は，有線回線，無線回線

又は衛星回線による通信方式の多様

性を確保した構成の専用通信回線に

接続することで，輻輳等による制限

を受けることのない設計とする。 

◇1  

 (７) 外部電源により動作する通信連

絡設備については，非常用所内電源

系統，無停電電源に接続又は蓄電池

を内蔵することにより，外部電源が

期待できない場合でも動作可能な設

計とする。 ◇1  

 (８) 通信連絡設備のうち廃棄物管理

施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用

する所内通信連絡設備及び所外通信

連絡設備は，同一の端末を使用する

設計又は十分な容量を確保する設計

とすることで，共用によって再処理

施設の安全性を損なわない設計とす

る。 ◇1  

 

9.17.1.3 主要設備の仕様 

通信連絡設備の主要設備の仕様を

第 9.17.1－１表に示す。 ◇3  

 

9.17.1.4 主要設備 

(１) 警報装置及び所内通信連絡設備 

設計基準事故が発生した場合にお

いて，再処理事業所内の各所の者へ

の必要な操作，作業又は退避の指示

等の連絡をブザー鳴動等により行う

ことができる装置及び音声等により

行うことができる設備として，ペー

ジング装置，所内携帯電話，専用回

線電話，一般加入電話及びファクシ

ミリを設置する。 ◇1  

所内通信連絡設備は，有線回線又

は無線回線による通信方式の多様性

を確保した構成の回線に接続する設

計とする。 ◇1  

警報装置及び所内通信連絡設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-3（P4 へ） 

 

 

 

 

 

 

②-8（P4 へ） 

 

 

 

③（P3 へ） 

⑧（P4 へ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  

所外通信連絡設備及び所外データ伝送

設備については，非常用所内電源系統，

無停電電源に接続又は蓄電池を内蔵する

ことにより，外部電源が期待できない場

合でも動作可能な設計とする。③-2 

 

 

 

所外通信連絡設備は，化学物質の漏え

い又は異臭等の異常を確認した者（立会

人，公的機関から情報を入手した者等）

が中央制御室の運転員（統括当直長）に

有毒ガスの発生を連絡する場合において

も使用する。⑦-2,⑧-2 

 

 

    

所内通信連絡設備のページング装置及

び所内携帯電話は，廃棄物管理施設及び

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。⑥-2 

 

 

  

 

所外通信連絡設備の統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防

災ネットワークＴＶ会議システム，一般

加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話

及びファクシミリは，ＭＯＸ燃料加工施

設と共用する。⑥-3 

 

 

 

    

共用する所内通信連絡設備及び所外通

信連絡設備は，共用によって再処理施設

の安全性を損なわない設計とする。⑥-4 

 

 

 

    

制御室等は，「ヘ．（４）（ⅰ） 制

御室等」に，【□1 】電気設備は，「リ．

（１）（ⅰ） 電気設備」に，【□2 】緊

急時対策所は，「リ．（４）（ⅸ）

（ｆ） 通信連絡設備」に記載する。 

□3  

 

 

は，非常用所内電源系統，無停電交

流電源に接続又は蓄電池を内蔵し，

外部電源が期待できない場合でも動

作可能な設計とする。 ◇1  

ページング装置及び所内携帯電話

は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料

加工施設と共用する。 ◇1  

所内通信連絡設備は，化学物質の

漏えい又は異臭等の異常を確認した

者（立会人，公的機関から情報を入

手した者等）が中央制御室の運転員

（統括当直長）に有毒ガスの発生を

連絡する場合，中央制御室の運転員

（統括当直長）から中央制御室，屋

外及び屋内の運転員に有毒ガスの発

生を連絡する場合，中央制御室の運

転員（統括当直長）から使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の運転員に有毒ガスの発生を連絡す

る場合及び中央制御室の運転員（統

括当直長）から緊急時対策所の設計

基準事故並びに重大事故等の対処に

必要な指示を行う要員（非常時対策

組織本部の本部長）に有毒ガスの発

生を連絡する場合においても使用す

る。◇1  

(２) 所内データ伝送設備 

緊急時対策所へ事故状態等の把握

に必要なデータを伝送できる所内デ

ータ伝送設備として，プロセスデー

タ伝送サーバ，放射線管理用計算

機，環境中継サーバ及び総合防災盤

を設置する。 ◇1  

また，所内データ伝送設備は，無

停電交流電源に接続し，外部電源が

期待できない場合でも動作可能な設

計とする。 ◇1  

(３) 所外通信連絡設備 

設計基準事故が発生した場合にお

いて，再処理事業所外の国，地方公

共団体，その他関係機関等の必要箇

所へ事故の発生等に係る連絡を音声

等により行うことができる設備とし

て，統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ電話，統合原子力防災ネットワー

クＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネ

ットワークＴＶ会議システム，一般

加入電話，一般携帯電話，衛星携帯

電話及びファクシミリを設置する。 

◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩（P5 へ） 

④（P3 へ） 

⑪（P5 へ） 

⑥（P3,P5 へ） 

⑨（P5 へ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
重大事故等が発生した場合において，

再処理事業所の内外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡を行うために，

通信連絡設備及び代替通信連絡設備を設

ける設計とする。  

 

代替通信連絡設備は，代替電源設備

（電池等の予備電源設備を含む。）から

の給電を可能とした設計とする。  

 

通信連絡設備は，所内通信連絡設備，

所内データ伝送設備，所外通信連絡設備

及び所外データ伝送設備で構成する。 

 

 重大事故等が発生した場合において，

再処理事業所内の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡を行うため，及び計

測等を行ったパラメータを再処理事業所

内の必要な場所で共有するために，所内

通信連絡設備，所内データ伝送設備及び

代替通信連絡設備を設ける設計とする。 

 

 重大事故等が発生した場合において，

再処理事業所内の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡を行うための代替通

信連絡設備として，代替通話系統を設置

する。  

緊急時対策所へ重大事故等に対処する

ために必要なデータを伝送するための設

備として，「ヘ．（４）（ⅰ）（ａ） 

計測制御装置」の情報把握計装設備の一

部である情報把握計装設備用屋内伝送系

統等を設置する。  

 重大事故等が発生した場合において，

再処理事業所内の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡を行うための代替通

信連絡設備として，可搬型通話装置，可

搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラン

シーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋

外用）及び可搬型トランシーバ（屋外

用）を配備する。  

 緊急時対策所へ重大事故等に対処する

ために必要なデータを伝送するための設

備として，「ヘ．（４）（ⅰ）（ａ） 

計測制御装置」の情報把握計装設備の一

部である前処理建屋可搬型情報収集装置

等，「チ．（２）（ⅱ） 放射線監視設

備」の一部及び「チ．（２）（ⅲ） 環

境管理設備」の一部を配備する。 

 重大事故等が発生した場合において，

代替通信連絡設備へ給電するための設備

所外通信連絡設備は，有線回線，

無線回線又は衛星回線による通信方

式の多様性を確保した専用通信回線

に接続し，輻輳等による制限を受け

ることなく常時使用できる設計とす

る。 ◇1  

また，所外通信連絡設備は，無停

電交流電源に接続し，外部電源が期

待できない場合でも動作可能な設計

とする。 ◇1  

所外通信連絡設備は，定期的に点

検を行うことにより，専用通信回線

の状態を監視し，常時使用できるこ

とを確認する。◇4  

統合原子力防災ネットワークＩＰ

電話，統合原子力防災ネットワーク

ＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネッ

トワークＴＶ会議システム，一般加

入電話，一般携帯電話，衛星携帯電

話及びファクシミリは，ＭＯＸ燃料

加工施設と共用する。 ◇1  

所外通信連絡設備は，化学物質の

漏えい又は異臭等の異常を確認した

者（立会人，公的機関から情報を入

手した者等）が中央制御室の運転員

（統括当直長）に有毒ガスの発生を

連絡する場合においても使用する。

◇1  

(４) 所外データ伝送設備 

再処理事業所内から再処理事業所

外の緊急時対策支援システム（ＥＲ

ＳＳ）へ必要なデータを伝送できる

所外データ伝送設備として，データ

伝送設備を設置する。 ◇1  

所外データ伝送設備は，有線回線

又は衛星回線による通信方式の多様

性を確保した専用通信回線に接続

し，輻輳等による制限を受けること

なく常時使用できる設計とする。 

◇1  

また，所外データ伝送設備は，無

停電交流電源に接続し，外部電源が

期待できない場合でも動作可能な設

計とする。 ◇1  

所外データ伝送設備は，定期的に

点検を行うことにより，専用通信回

線の状態を監視し，常時使用できる

ことを確認する。◇4  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
として，「リ．（４）（ⅸ）（ｇ） 緊

急時対策建屋電源設備」の緊急時対策建

屋用発電機を常設重大事故等対処設備と

して設置し，「リ．（１）（ⅰ）（ｂ）

（ロ）１） 代替電源設備」の制御建屋

可搬型発電機並びに使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機を可搬型

重大事故等対処設備として配備する。 

重大事故等が発生した場合において，

通信連絡設備へ給電するための設備とし

て，「リ． (１) (ⅰ) 電気設備」の一

部である受電開閉設備等を常設重大事故

等対処設備として位置付ける。  

設計基準対象の施設と兼用する所内通

信連絡設備のページング装置，所内携帯

電話，専用回線電話，一般加入電話及び

ファクシミリを常設重大事故等対処設備

として位置付ける。  

また，設計基準対象の施設と兼用する

所内データ伝送設備のプロセスデータ伝

送サーバ，放射線管理用計算機，環境中

継サーバ及び総合防災盤を常設重大事故

等対処設備として位置付ける。  

代替通話系統は，前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化

建屋に設置し，可搬型通話装置を接続し

て使用可能な設計とする。  

 可搬型通話装置は，制御建屋及び外部

保管エリアに保管する設計とする。  

 可搬型衛星電話（屋内用），可搬型ト

ランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋，制御建屋，緊急時対策建屋及び外部

保管エリアに保管する設計とする。  

 可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型

トランシーバ（屋内用）は，ハンドセッ

トを中央制御室，緊急時対策所並びに使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室に配備し，屋外に配備したアンテナ

と接続することにより，屋内で使用でき

る設計とする。  

 可搬型通話装置は，乾電池で動作可能

な設計とする。  

 可搬型衛星電話（屋内用），可搬型ト

ランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，充電池で動作可能な設計とす

る。さらに，可搬型衛星電話（屋内用）

及び可搬型トランシーバ（屋内用）は，

9.17.1.5 試験・検査 

警報装置，所内通信連絡設備，所

内データ伝送設備，所外通信連絡設

備及び所外データ伝送設備は，その

健全性及び能力を確認するため，運

転中又は停止中に，機能，性能の確

認及び外観の確認が可能な設計とす

る。◇4  

 

 

9.17.1.6 手 順 等 

通信連絡設備については，以下の

内容を含む手順を定め，適切な管理

を行う。 ◇2  

(１) 通信連絡設備の操作については，

あらかじめ手順を整備し，的確に実

施する。 ◇2  

(２) 所内データ伝送設備，所外通信連

絡設備，所外データ伝送設備につい

ては，通信が正常に行われているこ

とを確認するため，定期的に点検を

行うとともに，異常時の対応に関す

る手順を整備する。 ◇2  

(３) 社内外の関係先へ，的確，かつ，

迅速に通報連絡ができるよう，原子

力防災訓練等を定期的に実施する。 

◇2  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
「リ．（１）（ⅰ）（ｂ）（ロ）１） 

代替電源設備」の制御建屋可搬型発電機

等又は「リ．（４）（ⅸ）（ｇ） 緊急

時対策建屋電源設備」の緊急時対策建屋

用発電機から受電し，動作可能な設計と

する。  

 乾電池を用いるものについては７日間

以上継続して通話ができる設計とする。

また，充電池を用いるものについては，

「リ．（１）（ⅰ）（ｂ）（ロ）１） 

代替電源設備」の制御建屋可搬型発電機

等又は「リ．（４）（ⅸ）（ｇ） 緊急

時対策建屋電源設備」の緊急時対策建屋

用発電機にて充電又は受電することで７

日間以上継続して通話ができる設計とす

る。  

 重大事故等が発生した場合において，

再処理事業所外の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡を行うため，及び計

測等を行ったパラメータを再処理事業所

外の必要な場所で共有するために，所外

通信連絡設備，所外データ伝送設備及び

代替通信連絡設備を設ける設計とする。 

 重大事故等が発生した場合において，

再処理事業所外の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡を行うための代替通

信連絡設備として，統合原子力防災ネッ

トワークＩＰ電話，統合原子力防災ネッ

トワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災

ネットワークＴＶ会議システム及びデー

タ伝送設備を設置する。  

 重大事故等が発生した場合において，

再処理事業所外の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡を行うための代替通

信連絡設備として，可搬型衛星電話（屋

内用），可搬型衛星電話（屋外用）を配

備する。  

 設計基準対象の施設と兼用する所外通

信連絡設備の統合原子力防災ネットワー

クＩＰ電話，統合原子力防災ネットワー

クＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネット

ワークＴＶ会議システム，一般加入電

話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びフ

ァクシミリを常設重大事故等対処設備と

して位置付ける。  

 設計基準対象の施設と兼用する所外デ

ータ伝送設備のデータ伝送設備を常設重

大事故等対処設備として位置付ける。  

 データ伝送設備は，緊急時対策建屋に

設ける設計とする。  

 可搬型衛星電話（屋内用）は，緊急時
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
対策建屋及び外部保管エリアに保管する

設計とする。  

 可搬型衛星電話（屋外用）は，制御建

屋及び外部保管エリアに保管する設計と

する。 

 可搬型衛星電話（屋内用）は，ハンド

セットを緊急時対策所に配備し，屋外に

配備したアンテナと接続することによ

り，屋内で使用できる設計とする。  

 統合原子力防災ネットワークＩＰ電

話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－

ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴ

Ｖ会議システムは，緊急時対策建屋に設

ける設計とする。  

 統合原子力防災ネットワークＩＰ電

話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－

ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴ

Ｖ会議システム及びデータ伝送設備は，

「リ．（４）（ⅸ）（ｇ） 緊急時対策

建屋電源設備」の緊急時対策建屋用発電

機から受電し，動作可能な設計とする。 

 可搬型衛星電話（屋内用）は，「リ．

（４）（ⅸ）（ｇ） 緊急時対策建屋電

源設備」の緊急時対策建屋用発電機から

受電し，動作可能な設計とする。  

 可搬型衛星電話（屋外用）は，代替電

源として充電池で動作可能な設計とす

る。  

 代替通信連絡設備のうち統合原子力防

災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防

災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子

力防災ネットワークＴＶ会議システム，

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛

星電話（屋外用）は，ＭＯＸ燃料加工施

設と共用する。  

 共用する代替通信連絡設備は，再処理

施設及びＭＯＸ燃料加工施設における重

大事故等対処に同時に対処することを考

慮し，同一の端末を使用すること及び十

分な数量を確保することで，共用によっ

て重大事故時の対処に影響を及ぼさない

設計とする。  

代替通信連絡設備の統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防

災ネットワークＴＶ会議システム及びデ

ータ伝送設備は，所外通信連絡設備の一

般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電

話及びファクシミリと共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，「リ．（４）（ⅸ）（ｇ） 緊

1891



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十一条 （通信連絡設備）（13 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
急時対策建屋電源設備」の緊急時対策所

の一部である緊急時対策建屋用発電機か

らの給電により使用することで，電気設

備に対して多様性を有する設計とする。

また，有線回線又は衛星回線による通信

方式の多様性を確保した構成の通信回線

に接続することで，所外通信連絡設備の

一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯

電話及びファクシミリに対して通信方式

の多様性を有する設計とする。  

代替通信連絡設備の代替通話系統は，

所内通信連絡設備のページング装置及び

所内携帯電話と共通要因によって同時に

その機能が損なわれるおそれがないよ

う，所内通信連絡設備のページング装置

及び所内携帯電話と異なる系統構成で使

用することで，所内通信連絡設備のペー

ジング装置及び所内携帯電話に対して，

独立性を有する設計とする。  

所内通信連絡設備のページング装置，

所内携帯電話，専用回線電話，一般加入

電話，ファクシミリ，所内データ伝送設

備のプロセスデータ伝送サーバ，放射線

管理用計算機，環境中継サーバ，総合防

災盤，所外通信連絡設備の一般加入電

話，一般携帯電話，衛星携帯電話，ファ

クシミリ及び所外データ伝送設備のデー

タ伝送設備は，自然現象，人為事象，溢

水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生

飛散物に対して代替設備による機能の確

保により重大事故等に対処するための機

能を損なわない設計とする。  

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，所内通信連絡設備のページン

グ装置，所内携帯電話，専用回線電話，

一般加入電話，ファクシミリ，所内デー

タ伝送設備のプロセスデータ伝送サー

バ，放射線管理用計算機，環境中継サー

バ，総合防災盤，所外通信連絡設備の一

般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電

話，ファクシミリ及び所外データ伝送設

備のデータ伝送設備と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，「リ．（１）（ⅰ）（ｂ）

（ロ）１） 代替電源設備」の電気設備

の一部である制御建屋可搬型発電機並び

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

可搬型発電機，「リ．（４）（ⅸ）
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（ｇ） 緊急時対策建屋電源設備」の緊

急時対策所の一部である緊急時対策建屋

用発電機，充電池又は乾電池からの給電

により使用することで，電気設備に対し

て多様性を有する設計とする。また，有

線回線，無線回線又は衛星回線による通

信方式の多様性を確保した構成の通信回

線に接続することで，所内通信連絡設備

のページング装置，所内携帯電話，専用

回線電話，一般加入電話及びファクシミ

リ及び所内データ伝送設備のデータ伝送

設備に対して通信方式の多様性を有する

設計とする。  

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，所内通信連絡設備のページン

グ装置，所内携帯電話，専用回線電話，

一般加入電話，ファクシミリ，所内デー

タ伝送設備のプロセスデータ伝送サー

バ，放射線管理用計算機，環境中継サー

バ，総合防災盤，所外通信連絡設備の統

合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統

合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡ

Ｘ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会

議システム，一般加入電話，一般携帯電

話，衛星携帯電話，ファクシミリ及び所

外データ伝送設備のデータ伝送設備と共

通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないように，所内通信連絡

設備のページング装置，所内携帯電話，

専用回線電話，一般加入電話，ファクシ

ミリ，所内データ伝送設備のプロセスデ

ータ伝送サーバ，放射線管理用計算機，

環境中継サーバ，総合防災盤，所外通信

連絡設備の統合原子力防災ネットワーク

ＩＰ電話，統合原子力防災ネットワーク

ＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワ

ークＴＶ会議システム，一般加入電話，

一般携帯電話，衛星携帯電話，ファクシ

ミリ及び所外データ伝送設備のデータ伝

送設備が設置される建屋から 100ｍ以上

の離隔距離を確保した外部保管エリアに

保管するとともに，前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御

建屋及び緊急時対策建屋にも保管するこ

とで位置的分散を図る。  

代替通信連絡設備の代替通話系統は，

1893



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十一条 （通信連絡設備）（15 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
重大事故等発生前（通常時）の分離され

た状態から可搬型通話装置の接続により

重大事故等対処設備としての系統構成と

することにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。  

 

代替通信連絡設備の統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防

災ネットワークＴＶ会議システム及びデ

ータ伝送設備は，安全機能を有する施設

として使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。  

代替通信連絡設備の代替通話系統は，

再処理事業所内の通信連絡をする必要の

ある箇所と通信連絡を行うために必要な

系統として２系統を有する設計とする。 

所内通信連絡設備のページング装置，

所内携帯電話，専用回線電話，一般加入

電話及びファクシミリは，再処理事業所

内の通信連絡をする必要のある箇所と通

信連絡を行うために必要な回線を所内通

信連絡設備として２回線以上有する設計

とする。  

所外通信連絡設備の統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防

災ネットワークＴＶ会議システム，一般

加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話

及びファクシミリは，再処理事業所外の

通信連絡をする必要のある箇所と通信連

絡を行うために必要な回線を所外通信連

絡設備として２回線以上有する設計とす

る。  

所内データ伝送設備のプロセスデータ

伝送サーバ，放射線管理用計算機，環境

中継サーバ，総合防災盤，所外データ伝

送設備のデータ伝送設備及び代替通信連

絡設備のデータ伝送設備は，計測等を行

ったパラメータを再処理事業所内外の必

要な場所に必要なデータ量を伝送できる

設計とするとともに，必要な個数として

それぞれ１台を有する設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する代替通

信連絡設備の統合原子力防災ネットワー

クＩＰ電話，統合原子力防災ネットワー

クＩＰ－ＦＡＸ及び統合原子力防災ネッ

トワークＴＶ会議システムは，同一の端

末を使用する設計とするため，再処理事
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
業所外等の通信連絡をする必要のある箇

所と通信連絡をするために必要な回線と

して１回線以上を有する設計とする。  

再処理事業所内の通信連絡に用いる代

替通信連絡設備の可搬型通話装置の保有

数は，必要数として 120 台，予備として

故障時のバックアップを 120 台の合計

240 台以上を確保する。  

再処理事業所内の通信連絡に用いる代替

通信連絡設備の可搬型衛星電話（屋内

用）の保有数は，必要数として 13 台，

予備として故障時のバックアップを 13

台の合計 26 台以上を確保する。  

再処理事業所内の通信連絡に用いる代

替通信連絡設備の可搬型トランシーバ

（屋内用）の保有数は，必要数として８

台，予備として故障時のバックアップを

８台の合計 16 台以上を確保する。  

再処理事業所内の通信連絡に用いる代

替通信連絡設備の可搬型衛星電話（屋外

用）の保有数は，必要数として 29 台，

予備として故障時のバックアップを 29

台の合計 58 台以上を確保する。  

再処理事業所内の通信連絡に用いる代

替通信連絡設備の可搬型トランシーバ

（屋外用）の保有数は，必要数として

39 台，予備として故障時のバックアッ

プを 39 台の合計 78 台以上を確保する。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する再処理

事業所外への通信連絡に用いる代替通信

連絡設備の可搬型衛星電話（屋内用）の

保有数は，必要数として３台，予備とし

て故障時のバックアップを３台の合計６

台以上を確保する。  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する再処理

事業所外への通信連絡に用いる代替通信

連絡設備の可搬型衛星電話（屋外用）の

保有数は，必要数として１台，予備とし

て故障時のバックアップを１台の合計２

台以上を確保する。  

代替通信連絡設備の可搬型衛星電話

（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外

用）は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工

施設における重大事故等対処の際，同一

の端末を使用する設計とする。  

代替通信連絡設備の代替通話系統，統

合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統

合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡ

Ｘ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会

議システム及びデータ伝送設備は，

「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 地震を要因と
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
する重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることでその機能

を損なわない設計とする。  

所内通信連絡設備の専用回線電話，一

般加入電話，ファクシミリ，所内データ

伝送設備のプロセスデータ伝送サーバ，

放射線管理用計算機，環境中継サーバ，

総合防災盤，代替通信連絡設備の代替通

話系統，統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ電話，統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワー

クＴＶ会議システム及びデータ伝送設備

は，外部からの衝撃による損傷を防止で

きる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高

レベル廃液ガラス固化建屋，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋，制御建屋及び緊急時

対策建屋に設置し，風（台風）等により

機能を損なわない設計とする。  

代替通信連絡設備の統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防

災ネットワークＴＶ会議システム及びデ

ータ伝送設備は，溢水量を考慮し，影響

を受けない高さへの設置及び被水防護す

る設計とする。  

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，緊

急時対策建屋，第１保管庫・貯水所及び

第２保管庫・貯水所に保管し，風（台

風）等により機能を損なわない設計とす

る。  

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 地

震を要因とする重大事故等に対する施設

の耐震設計」に基づく設計とすることで

その機能を損なわない設計とする。  

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
外用）は，溢水量及び化学薬品の漏えい

量を考慮し，影響を受けない高さへの保

管，被水防護及び被液防護する設計とす

る。  

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，内部発生飛散物の影響を考慮

し，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高

レベル廃液ガラス固化建屋，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，緊急時対

策建屋，第１保管庫・貯水所及び第２保

管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を

受けない場所に保管することにより，機

能を損なわない設計とする。  

代替通信連絡設備の可搬型通話装置

は，想定される重大事故等が発生した場

合においても設置及び常設設備との接続

に支障がないように，線量率の高くなる

おそれの少ない場所を選定することで，

当該設備の設置及び常設設備との接続が

可能な設計とする。  

代替通信連絡設備の可搬型通話装置と

代替通話系統との接続は，コネクタ接続

に統一することにより，速やかに，容

易，かつ，確実に現場での接続が可能な

設計とする。  

代替通信連絡設備の可搬型衛星電話

（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋

内用）における機器同士の接続は，コネ

クタ接続に統一することにより，速やか

に，容易，かつ，確実に現場での接続が

可能な設計とする。  

 通信連絡設備及び代替通信連絡設備の

一覧を以下に示す。 

 

(ａ) 所内通信連絡設備 

 ページング装置（警報装置を含む。） 

（廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施

設と共用）１式 

 所内携帯電話 

（廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施

設と共用）１式 

 専用回線電話           

１式 

一般加入電話           

１式 

 ファクシミリ           

１式 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 (ｂ) 所内データ伝送設備 

 プロセスデータ伝送サーバ     

１式 

 放射線管理用計算機        

１式 

  環境中継サーバ         

１式 

  総合防災盤           

１式 

 

(ｃ) 所外通信連絡設備 

 統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）    

１式 

 統合原子力防災ネットワークＩＰ－Ｆ

ＡＸ 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）    

１式 

 統合原子力防災ネットワークＴＶ会議

システム 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）    

１式 

 一般加入電話 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）    

１式 

 一般携帯電話 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）     

１式 

 衛星携帯電話 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）    

１式 

 ファクシミリ 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）    

１式 

 

(ｄ) 所外データ伝送設備 

 データ伝送設備          

１式 

 

(ｅ) 代替通信連絡設備 

 ［常設重大事故等対処設備］ 

代替通話系統            

１式 

 統合原子力防災ネットワークＩＰ電話

（設計基準対象の施設と兼用） 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）    

１式 

 統合原子力防災ネットワークＩＰ－Ｆ

ＡＸ（設計基準対象の施設と兼用） 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）    
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
１式 

 統合原子力防災ネットワークＴＶ会議

システム（設計基準対象の施設と兼用） 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）    

１式 

 データ伝送設備 

（設計基準対象の施設と兼用）    

１式 

 

 ［可搬型重大事故等対処設備］ 

 可搬型通話装置          

１式 

 可搬型衛星電話（屋内用） 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）    

１式 

 可搬型トランシーバ（屋内用）   

１式 

 可搬型衛星電話（屋外用） 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）    

１式 

 可搬型トランシーバ（屋外用）   

１式 
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別紙１② 

第三十一条（通信連絡設備） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

① 
通信連絡設備（事業所内）に関

する設計方針 
技術基準の要求を受けている内容 １項 － a 

② 
通信連絡設備（事業所外）に関

する設計方針 
技術基準の要求を受けている内容 ２項 － a 

③ 
通信連絡設備の電源に関する

設計方針 
技術基準の要求を受けている内容 

１項 

２項 
－ a 

④ 
通信連絡設備（事業所外）の専

用通信回線に関する設計方針 
技術基準の要求を受けている内容 ２項 － a 

⑤ 
データ伝送設備の耐震措置に

関する設計方針 
技術基準の要求を受けている内容 ２項 － a 

⑥ 
共用に関する記載 

（安全機能を有する施設） 

第 16 条「安全機能を有する施設」

の共用に係る要求を受けている内

容 

－ 

(16 条５項) 
－ b 

⑦ 

有毒ガスの発生の連絡に関す

る記載 

（制御室等） 

第 23 条「制御室等」の有毒ガスの

発生の連絡に係る要求を受けてい

る内容 

－ 

(23 条 ５ 項 １ 号 ) 
－ a 

⑧ 

有毒ガスの発生の連絡に関す

る記載 

（緊急時対策所） 

第 30 条「緊急時対策所」の有毒ガ

スの発生の連絡に係る要求を受け

ている内容 

－ 

(30 条２項) 
－ a 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  
他条文で展開する事項（第 23

条） 

第 23 条「制御室等」にて，説明する内容のため記載しな

い。 
－ 

□2  
他条文で展開する事項（第 29

条） 

第 29 条「保安電源設備」にて，説明する内容のため記載

しない。 
－ 

□3  
他条文で展開する事項（第 30

条） 

第 30 条「緊急時対策所」にて，説明する内容のため記載

しない。 
－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）と内容が重複する

ため，記載しない。 
－ 

◇2  手順等 保安規定に定めて管理する。 － 

◇3  添付書類記載事項 
通信連絡設備の具体的な仕様についての記載のため，基

本設計方針ではなく添付書類にて明確化する。 
a 

◇4  
他条文で展開する事項（第 16

条） 

第 16 条「安全機能を有する施設」にて，説明する内容の

ため記載しない。 
－ 

４．添付書類等 

№ 書類名 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十六条 （重大事故等対処設備）（1 / 78） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
第三十六条 

 重大事故等対処設備は、次に

掲げるところによるものでなけ

ればならない。 

 

一 想定される重大事故等の収

束に必要な個数及び容量を有す

ること。⑦ 

 

二 想定される重大事故等が発

生した場合における温度、放射

線、荷重その他の使用条件にお

いて、重大事故等に対処するた

めに必要な機能を有効に発揮す

ること。⑧⑯⑰ 

 

三 想定される重大事故等が発

生した場合において確実に操作

できること。⑪ 

 

四 健全性及び能力を確認する

ため、再処理施設の運転中又は

停止中に検査又は試験ができる

こと。⑮ 

 

五 本来の用途以外の用途とし

て重大事故等に対処するために

使用する設備にあっては、通常

時に使用する系統から速やかに

切り替えられる機能を備えるこ

と。⑫ 

 

六 工場等内の他の設備に対し

て悪影響を及ぼさないこと。⑥ 

 

七 想定される重大事故等が発

生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を

行うことができるよう、線量が

高くなるおそれが少ない設置場

所の選定、設置場所への遮蔽物

の設置その他の適切な措置を講

ずること。⑨ 

 

２ 常設重大事故等対処設備

は、前項各号に掲げるもののほ

か、共通要因（事業指定基準規

則第一条第二項第九号に規定す

る共通要因をいう。以下この条

において同じ。）によって設計

基準事故に対処するための設備

の安全機能と同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう、

第 1章 共通項目 

9. 設備に対する要求 

9.2  重大事故等対処設備 

9.2.1  重大事故等対処設備に対する設計

方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設は，重大事故に至るおそれが

ある事故が発生した場合において，重大

事故の発生を防止するために，また，重

大事故が発生した場合においても，重大

事故の拡大を防止するため，及び再処理

施設を設置する事業所(再処理事業所)外

への放射性物質の異常な水準の放出を防

止するために，重大事故等対処設備を設

けるとともに，必要な運用上の措置等を

講ずる設計とする。①-1,①-8 

 

重大事故等対処設備は，想定する重大事

故等の環境条件を考慮した上で期待する

機能が発揮できる設計とする。また，重

大事故等対処設備が機能を発揮するため

に必要な系統(供給源から供給先まで，経

路を含む。)で構成する。①-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 重大事故等対処施設（再処理施設

への人の不法な侵入等の防止，安全避難

通路等，制御室，監視測定設備，緊急時

対策所及び通信連絡を行うために必要な

設備は(ⅰ)安全機能を有する施設に記

載） 

 

重大事故等対処については放射能量，発

熱量等に基づいた対策の優先順位，対処

の手順等の検討が重要となるため，現実

的な使用済燃料の冷却期間として，再処

理施設に受け入れるまでの冷却期間を概

ね 12 年，せん断処理するまでの冷却期間

を 15 年とし，設計する。 

これにより，使用済燃料の放射能量及び

崩壊熱密度が低減する。□3  

 

再処理施設は，重大事故に至るおそれが

ある事故が発生した場合において，重大

事故の発生を防止するために，また，重

大事故が発生した場合においても，重大

事故の拡大を防止するため，及び工場等

外への放射性物質の異常な水準の放出を

防止するために，必要な措置を講ずる設

計とする。①-1 

 

 

 

重大事故等対処設備は，想定する重大事

故等の環境条件を考慮した上で期待する

機能が発揮できる設計とする。また，重

大事故等対処設備が機能を発揮するため

に必要な系統（供給源から供給先まで，

経路を含む）で構成する。①-2 

 

 

(ａ) 重大事故等の拡大の防止等 

再処理施設は，重大事故に至るおそれが

ある事故が発生した場合において，重大

事故の発生を防止するために，また，重

大事故が発生した場合においても，当該

重大事故の拡大を防止し，工場等外への

放射性物質の異常な水準の放出を防止す

るために，重大事故等対処設備を設け

る。 

これらの設備については，当該設備が機

能を発揮するために必要な系統を含む。

①-8 

 

1. 安全設計 

1.7 その他の設計方針 

1.7.18 重大事故等対処設備に関する設

計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設は，重大事故に至るおそれが

ある事故が発生した場合において，重大

事故の発生を防止するために，また，重

大事故が発生した場合においても，重大

事故の拡大を防止するため，及び工場等

外への放射性物質の異常な水準の放出を

防止するために，必要な措置を講じる設

計とする。◇1  

 

 

 

重大事故等対処設備は，想定する重大事

故等の環境条件を考慮した上で期待する

機能が発揮できる設計とする。また，重

大事故等対処設備が機能を発揮するため

に必要な系統（供給源から供給先まで，

経路を含む）で構成する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 設備に対する要求 

5.1 安全設備，設計基準対象施設及び重

大事故等対処設備 

5.1.1 通常運転時の一般要求 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書において，重大事故

等対処設備に対する一般的な要求事項を

記載しており，設工認においても同様の

記載が必要と判断し記載したため。 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

：発電炉との差異の理由   ：許可からの変更点等 

：他条文から展開した記載 

 

 

【許可からの変更点】 

「工場等」が指す具体的な内容を記載した。 

【許可からの変更点】 

①-8の内容を踏まえて，重大事故

の対処として重大事故等対処設備

を設けること，必要な措置等(運用

等)を講ずることを明確にした。 

○77 (P2から) 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十六条 （重大事故等対処設備）（2 / 78） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
適切な措置が講じられたもので

なければならない。② 

 

３ 可搬型重大事故等対処設備

に関しては、第一項の規定によ

るほか、次に掲げるところによ

るものでなければならない。 

 

一 常設設備（再処理施設と接

続されている設備又は短時間に

再処理施設と接続することがで

きる常設の設備をいう。以下こ

の項において同じ。）と接続す

るものにあっては、当該常設設

備と容易かつ確実に接続するこ

とができ、かつ、二以上の系統

が相互に使用することができる

よう、接続部の規格の統一その

他の適切な措置を講ずること。

⑬ 

 

二 常設設備と接続するものに

あっては、共通要因によって接

続することができなくなること

を防止するため、可搬型重大事

故等対処設備（再処理施設の外

から水又は電力を供給するもの

に限る。）の接続口をそれぞれ

互いに異なる複数の場所に設け

ること。⑤ 

 

三 想定される重大事故等が発

生した場合において可搬型重大

事故等対処設備を設置場所に据

え付け、及び常設設備と接続す

ることができるよう、線量が高

くなるおそれが少ない設置場所

の選定、設置場所への遮蔽物の

設置その他の適切な措置を講ず

ること。⑩ 

 

四 地震、津波その他の自然現

象又は故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムによる

影響、設計基準事故に対処する

ための設備及び重大事故等対処

設備の配置その他の条件を考慮

した上で常設重大事故等対処設

備と異なる保管場所に保管する

こと。④ 

 

五 想定される重大事故等が発

生した場合において、可搬型重

 

 

重大事故等対処設備は，共用対象の施設

ごとに要求される技術的要件(重大事故等

に対処するために必要な機能)を満たしつ

つ，同じ敷地内に設置する MOX燃料加工

施設と共用することにより安全性が向上

し，かつ，再処理施設及び MOX燃料加工

施設に悪影響を及ぼさない場合には共用

できる設計とする。【⑥-1】重大事故等

対処設備を共用する場合には，MOX燃料加

工施設の重大事故等への対処を考慮した

個数及び容量を確保する。また，同時に

発生する MOX燃料加工施設の重大事故等

による環境条件の影響について考慮す

る。①-3 

 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因

とする重大事故等に対処するものと外部

からの影響による機能喪失の要因となる

事象(以下「外的事象」という。)を要因

とする重大事故等に対処するものについ

て，常設のものと可搬型のものがあり，

以下のとおり分類する。①-4 

 

常設重大事故等対処設備は，重大事故等

対処設備のうち常設のものをいう。ま

た，常設重大事故等対処設備であって耐

震重要施設に属する安全機能を有する施

設が有する機能を代替するものを「常設

耐震重要重大事故等対処設備」，常設重

大事故等対処設備であって常設耐震重要

重大事故等対処設備以外のものを「常設

耐震重要重大事故等対処設備以外の常設

重大事故等対処設備」という。①-5 

 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故

等対処設備のうち可搬型のものをいう。

①-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，共用対象の施設

ごとに要求される技術的要件（重大事故

等に対処するために必要な機能）を満た

しつつ，同じ敷地内に設置するＭＯＸ燃

料加工施設と共用することにより安全性

が向上し，かつ，再処理施設及びＭＯＸ

燃料加工施設に悪影響を及ぼさない場合

には共用できる設計とする。【⑥-1】重

大事故等対処設備を共用する場合には，

ＭＯＸ燃料加工施設の重大事故等への対

処を考慮した個数及び容量を確保する。

また，同時に発生するＭＯＸ燃料加工施

設の重大事故等による環境条件の影響に

ついて考慮する。①-3 

 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因

とする重大事故等に対処するものと外部

からの影響を受ける事象（以下「外的事

象」という。）を要因とする重大事故等

に対処するものについて，常設のものと

可搬型のものがあり，以下のとおり分類

する。①-4 

 

常設重大事故等対処設備は，重大事故等

対処設備のうち常設のものをいう。ま

た，常設重大事故等対処設備であって耐

震重要施設に属する安全機能を有する施

設が有する機能を代替するものを「常設

耐震重要重大事故等対処設備」，常設重

大事故等対処設備であって常設耐震重要

重大事故等対処設備以外のものを「常設

耐震重要重大事故等対処設備以外の常設

重大事故等対処設備」という。①-5 

 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故

等対処設備のうち可搬型のものをいう。

①-6 

 

また，主要な重大事故等対処設備の設置

場所及び保管場所を第７図に示す。□2  

 

 

(ａ) 重大事故等の拡大の防止等 

再処理施設は，重大事故に至るおそれが

ある事故が発生した場合において，重大

事故の発生を防止するために，また，重

大事故が発生した場合においても，当該

重大事故の拡大を防止し，工場等外への

放射性物質の異常な水準の放出を防止す

るために，重大事故等対処設備を設け

る。 

 

 

重大事故等対処設備は，共用対象の施設

ごとに要求される技術的要件（重大事故

等に対処するために必要な機能）を満た

しつつ，同じ敷地内に設置するＭＯＸ燃

料加工施設と共用することにより安全性

が向上し，かつ，再処理施設及びＭＯＸ

燃料加工施設に悪影響を及ぼさない場合

には共用できる設計とする。重大事故等

対処設備を共用する場合には，ＭＯＸ燃

料加工施設の重大事故等への対処を考慮

した個数及び容量を確保する。また，同

時に発生するＭＯＸ燃料加工施設の重大

事故等による環境条件の影響について考

慮する。◇1  

 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因

とする重大事故等に対処するものと外的

事象を要因とする重大事故等に対処する

ものについて，それぞれに常設のものと

可搬型のものがあり，以下のとおり分類

する。◇1  

 

 

常設重大事故等対処設備は，重大事故等

対処設備のうち常設のものをいう。ま

た，常設重大事故等対処設備であって耐

震重要施設に属する安全機能を有する施

設が有する機能を代替するものを「常設

耐震重要重大事故等対処設備」，常設重

大事故等対処設備であって常設耐震重要

重大事故等対処設備以外のものを「常設

耐震重要重大事故等対処設備以外の常設

重大事故等対処設備」という。◇1  

 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故

等対処設備のうち可搬型のものをいう。

◇1  

 

主要な重大事故等対処設備の設備分類を

第 1.7.18－１表に示す。◇6  

また，主要な重大事故等対処設備の設置

場所及び保管場所を第 1.7.18－１図に示

す。◇7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○74 (P19へ) 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
大事故等対処設備を運搬し、又

は他の設備の被害状況を把握す

るため、工場等内の道路及び通

路が確保できるよう、適切な措

置を講ずること。⑭ 

 

六 共通要因によって、設計基

準事故に対処するための設備の

安全機能又は常設重大事故等対

処設備の重大事故等に対処する

ために必要な機能と同時に可搬

型重大事故等対処設備の重大事

故等に対処するために必要な機

能が損なわれるおそれがないよ

う、適切な措置を講ずること。

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，「再処理施設の技術基準に関する

規則」第 43 条(放射性物質の漏えいに対

処するための設備)については，再処理施

設において液体状，固体状及び気体状の

放射性物質に関する閉じ込め機能の喪失

が発生した場合においても，放射性物質

の漏えいは発生が想定されないことか

ら，放射性物質の漏えいに対処するため

の設備は設置しない。①-7 

 

 

重大事故等対処設備は，設計，材料の選

定，製作及び検査にあたっては，現行国

内法規に基づく規格及び基準によるもの

とするが，必要に応じて，使用実績があ

り，信頼性の高い国外規格及び基準によ

るものとする。重大事故等対処設備の維

持管理にあたっては，保安規定に基づく

要領類に従い，施設管理計画における保

全プログラムを策定し，設備の維持管理

を行う。なお，重大事故等対処設備を構

成する設備，機器のうち，一般消耗品又

は設計上交換を想定している部品(安全に

係わる設計仕様に変更のないもので，特

別な工事を要さないものに限る。)及び通

信連絡設備，安全避難通路(照明設備)等

の「原子力施設の保安のための業務に係

る品質管理に必要な体制の基準に関する

規則」で定める一般産業用工業品につい

ては，適切な時期に交換を行うことで設

備の維持管理を行う。⑮ 

 

再処理施設は，重大事故に至るおそれが

ある事故が発生した場合において，重大

事故の発生を防止するために，また，重

大事故が発生した場合においても，重大

事故の拡大を防止するため，及び再処理

施設を設置する事業所（再処理事業所）

外への放射性物質の異常な水準の放出を

防止するために，必要な運用上の措置等

を講ずることを保安規定に定めて，管理

する。 

 

なお，重大事故等対処設備並びに核物質

防護及び保障措置の設備は，設備間にお

いて相互影響を考慮した設計とする。 

これらの設備については，当該設備が機

能を発揮するために必要な系統を含む。

①-8 

 

 

 

ロ．(７) (ⅱ) (ｈ) 放射性物質の漏えい

に対処するための設備 

液体状，固体状及び気体状の放射性物質

に関する閉じ込め機能の喪失が発生した

場合においても，放射性物質の漏えいは

発生が想定されないことから，放射性物

質の漏えいに対処するための設備は不要

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

本記載は，事業変更許可申請書 

本文及び添付書類六に記載は無い

が，技術基準規則の第三十六条一

項 4号への適合性の観点で記載が

必要であるため。 

【「等」の解説】 

「通信連絡設備，安全避難通路(照

明設備)等」とは一般産業用工業品

を取り扱う設備の総称として記載し

た。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

・「一般消耗品又は設計上交換を想定している部品

（安全に係わる設計仕様に変更のないもので，特別な

工事を要さないものに限る。）及び通信連絡設備，安

全避難通路（照明設備）等」については，一般産業工

業品として維持管理を行う対象を明確化した。 

・「一般産業用工業品については，適切な時期に交換

を行うことで設備の維持管理を行う」については， 

「試験研究用等原子炉施設及び核燃料施設に係る設計

及び工事の計画の認可の審査並びに使用前確認等の進

め方について（令和 2年 9月 30日原子力規制庁）」

を踏まえて記載した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故等の想定の違い。再処理施

設においては重大事故等の想定の中

で技術基準規則第四十三条「放射性

物質の漏えい」による重大事故の発

生が想定されないため，技術基準規

則の第四十三条への適合性の観点か

ら記載が必要であるため。 

【許可からの変更点】 

技術基準規則の設備が設けられていなけ

ればならないという要求を踏まえて放射

性物質の漏えいの発生が想定されないこ

とから設備は「設置しない」とした。 

再処理施設の技術基準に関する規則 
第四十三条（放射性物質の漏えいに対処するための設備） 
セル内又は建屋内（セル内を除く。以下この条において同じ。）において系統又は機器からの放

射性物質の漏えいを防止するための機能を有する施設には、必要に応じ、再処理規則第一条

の三第六号に掲げる重大事故の発生又は拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故

等対処設備（建屋内において系統又は機器からの放射性物質の漏えいを防止するための機能

を有する施設にあっては、第三号に掲げる設備を除く。）が設けられていなければならない。 
一 系統又は機器からの放射性物質の漏えいを未然に防止するために必要な設備 
二 系統又は機器から放射性物質の漏えいが発生した場合において当該系統又は機器の周辺

における放射性物質の漏えいの拡大を防止するために必要な設備 
三 系統又は機器から放射性物質の漏えいが発生した設備に接続する換気系統の配管の流路

を遮断するために必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に

設置された配管の外部へ放射性物質を排出するために必要な設備 
四 系統又は機器から放射性物質の漏えいが発生した場合において放射性物質の放出による

影響を緩和するために必要な設備 

第 43条に該当する事象の発生を想定し

ないことから，重大事故等対処設備に対

する一般要求事項として，放射性物質の

漏えいに対処するための設備を設置しな

い旨を記載した。 
【許可からの変更点】 

「再処理施設の技術基準に関する規則」

第 43条（放射性物質の漏えいに対処する

ための設備）に関する記載であることを

明確化した。 

【許可からの変更点】 

必要な措置等については，保

安規定に定めて，管理するこ

とを明確にした。 

【許可からの変更点】 

核物質防護及び保障措置の設

備に対する考慮事項を明確に

した。 

1905



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十六条 （重大事故等対処設備）（4 / 78） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.2 多様性，位置的分散，悪影響防止

等 

(1) 多様性，位置的分散 

 

重大事故等対処設備は，共通要因の特性

を踏まえた設計とする。共通要因として

は，重大事故等における条件，自然現

象，人為事象，周辺機器等からの影響及

び事業指定(変更許可)を受けた設計基準

より厳しい条件の要因となる事象を考慮

する。②-1,③-1,⑤-1 

 

 

 

 

 

 

 

共通要因のうち重大事故等における条件

については，想定される重大事故等が発

生した場合における温度，圧力，湿度，

放射線及び荷重を考慮する。②-2,③-2,

⑤-2 

 

共通要因のうち自然現象として，地震，

津波，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災及び塩害を選定する。自

然現象による荷重の組合せについては，

地震，風(台風)，竜巻，積雪及び火山の

影響を考慮する。②-3,③-3,⑤-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通要因のうち人為事象として，航空機

落下，有毒ガス，敷地内における化学物

質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の

火災及び爆発を選定する。故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムにつ

いては，可搬型重大事故等対処設備によ

る対策を講ずることとする。②-4,③-4,

⑤-4 

 

(イ) 多様性，位置的分散，悪影響防止

等 

１） 多様性，位置的分散 

 

重大事故等対処設備は，共通要因の特性

を踏まえた設計とする。共通要因として

は，重大事故等における条件，自然現

象，人為事象，周辺機器等からの影響及

び「八、ハ．（３） (ⅰ)（ａ） 重大事

故の発生を仮定する際の条件の設定及び

重大事故の発生を仮定する機器の特定」

に記載する【□1 】設計基準より厳しい条

件の要因となる事象を考慮する。②-1,③

-1,⑤-1 

 

 

 

 

共通要因のうち重大事故等における条件

については，想定される重大事故等が発

生した場合における温度，圧力，湿度，

放射線及び荷重を考慮する。②-2,③-2,

⑤-2 

 

共通要因のうち自然現象として，地震，

津波，風（台風），竜巻，凍結，高温，

降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学

的事象，森林火災及び塩害を選定する。

自然現象による荷重の組合せについて

は，地震，風（台風），積雪及び火山の

影響を考慮する。②-3,③-3,⑤-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通要因のうち人為事象として，航空機

落下，有毒ガス，敷地内における化学物

質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の

火災及び爆発を選定する。故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムにつ

いては，可搬型重大事故等対処設備によ

る対策を講ずることとする。②-4,③-4,

⑤-4 

 

(１) 多様性，位置的分散，悪影響防止

等 

ａ．多様性，位置的分散 

 

重大事故等対処設備は，共通要因の特性

を踏まえた設計とする。共通要因として

は，重大事故等における条件，自然現

象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，

火災及び「添付書類八 6．6.1 重大事

故の発生を仮定する際の条件の設定及び

重大事故の発生を仮定する機器の特定」

に記載する安全機能を有する施設の設計

において想定した規模よりも大きい規模

（以下「設計基準より厳しい条件」とい

う。）の要因となる事象を考慮する。◇1  

 

 

 

共通要因のうち重大事故等における条件

については，想定される重大事故等が発

生した場合における温度，圧力，湿度，

放射線及び荷重を考慮する。◇1  

 

 

共通要因のうち自然現象については，地

震，津波に加え，敷地及びその周辺での

発生実績の有無に関わらず，国内外の基

準や文献等に基づき収集した洪水，風

（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積

雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学

的事象，森林火災及び塩害等の事象を考

慮する。◇10その上で，これらの事象のう

ち，敷地及びその周辺での発生の可能

性，重大事故等対処設備への影響度，事

象進展速度や事象進展に対する時間余裕

の観点から，重大事故等対処設備に影響

を与えるおそれがある事象として，地

震，津波，風（台風），竜巻，凍結，高

温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生

物学的事象，森林火災及び塩害を選定す

る。自然現象による荷重の組合せについ

ては，地震，風（台風），積雪及び火山

の影響を考慮する。◇1  

 

共通要因のうち人為事象については，国

内外の文献等から抽出し，さらに事業指

定基準規則の解釈第９条に示される飛来

物（航空機落下），有毒ガス，敷地内に

おける化学物質の漏えい，電磁的障害，

近隣工場等の火災，爆発，ダムの崩壊，

船舶の衝突及び故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムを考慮する。◇10

その上で，これらの事象のうち，敷地及

5.1.2 多様性，位置的分散等 

(1) 多重性又は多様性及び独立性 

 

 

重大事故等対処設備は，共通要因とし

て，環境条件，自然現象，発電所敷地又

はその周辺において想定される発電用原

子炉施設の安全性を損なわせる原因とな

るおそれがある事象であって人為による

もの（以下「外部人為事象」とい

う。），溢水，火災及びサポート系の故

障を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電所敷地で想定される自然現象とし

て，地震，津波（敷地に遡上する津波を

含む。），風（台風），竜巻，凍結，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災及び高潮を選定する。 

 

自然現象の組合せについては，地震，津

波（敷地に遡上する津波を含む。），風

（台風），積雪及び火山の影響を考慮す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部人為事象として，飛来物（航空機落

下），爆発，近隣工場等の火災，危険物

を搭載した車両，有毒ガス，船舶の衝

突，電磁的障害及び故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムを選定す

る。故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムについては，可搬型重大事

故等対処設備による対策を講じることと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因故障の要因とし

て考慮する事象の違い。

再処理施設では，立地的

特徴から船舶の衝突は人

為事象として選定してい

ないため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

「重大事故等における条件」

（発電炉の「環境条件」に相

当）を具体化したため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因故障の要因として考慮

する事象の違い。再処理施設で

は，サポート系の故障は「設計

基準より厳しい条件の要因とな

る事象」の結果としてもたらさ

れるユーティリティ故障として

考慮されているため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因故障の要因として

考慮する事象の違い。再処

理施設では，高潮は考慮す

べき自然現象としていない

（立地的特徴）ため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因故障の要因と

して考慮する事象の違

い。再処理施設では，

高温，塩害を考慮して

いるため。 

【「等」の解説】 

「周辺機器等」の指す内容は

SA設備，DB設備，自主対策設

備などの総称であり，添付書

類の中で明確にするため，許

可の記載の通りとした。（以

下同じ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因故障の要因と

して考慮する事象の違

い。再処理施設では，

立地的特徴から津波の

組み合わせは考慮して

いないため。 

【許可からの変更点】 

外部衝撃条文で考慮している事

象を踏まえて，再整理した。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「近隣工場等」については事業指定

基準規則に基づく用語として許可の

記載のとおりとした。 

（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

荷重として考慮する事象の違

い。再処理施設の設計上の考慮

として、竜巻の荷重の組み合わ

せも考慮しているため。 

【許可からの変更点】 

事業指定(変更許可)で設定した

ことが分かるように記載を適正

化した。(以下同じ) 
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共通要因のうち周辺機器等からの影響と

して地震，溢水，化学薬品漏えい，火災

による波及的影響及び内部発生飛散物を

考慮する。②-5,③-5,⑤-5 

 

共通要因のうち事業指定(変更許可)を受

けた設計基準より厳しい条件の要因とな

る事象については，外的事象の地震，火

山の影響を考慮する。また，内的事象と

して配管の全周破断を考慮する。②-6,③

-6,⑤-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，共通要因に

よって設計基準事故に対処するための設

備の安全機能と同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，共通要因の特性

を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，

位置的分散を考慮して適切な措置を講ず

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通要因のうち周辺機器等からの影響と

して地震，溢水，化学薬品漏えい，火災

による波及的影響及び内部発生飛散物を

考慮する。②-5,③-5,⑤-5 

 

共通要因のうち「八、ハ．（３）(ⅰ)

（ａ） 重大事故の発生を仮定する際の

条件の設定及び重大事故の発生を仮定す

る機器の特定」に記載する【□1 】設計基

準より厳しい条件の要因となる事象につ

いては，外的事象として地震，火山の影

響を考慮する。また，内的事象として配

管の全周破断を考慮する。②-6,③-6,⑤-

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ⅰ） 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，設計基準事

故に対処するための設備の安全機能と共

通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，共通要因の特性

を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，

位置的分散を考慮して適切な措置を講ず

びその周辺での発生の可能性，重大事故

等対処設備への影響度，事象進展速度や

事象進展に対する時間余裕の観点から，

重大事故等対処設備に影響を与えるおそ

れのある事象として，航空機落下，有毒

ガス，敷地内における化学物質の漏え

い，電磁的障害，近隣工場等の火災及び

爆発を選定する。故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムについては，

可搬型重大事故等対処設備による対策を

講じることとする。◇1  

 

 

 

 

 

共通要因のうち周辺機器等からの影響と

して地震，溢水，化学薬品漏えい，火災

による波及的影響及び内部発生飛散物を

考慮する。◇1  

 

共通要因のうち「添付書類八 6．6.1 

重大事故の発生を仮定する際の条件の設

定及び重大事故の発生を仮定する機器の

特定」に記載する設計基準より厳しい条

件の要因となる事象については，外的事

象として地震，火山の影響（降下火砕物

による積載荷重，フィルタの目詰まり

等），森林火災，草原火災，干ばつ，積

雪及び湖若しくは川の水位降下を考慮す

る。また，内的事象として動的機器の多

重故障，多重誤作動，多重誤操作（以下

「動的機器の多重故障」という。），長

時間の全交流動力電源の喪失及び配管の

全周破断を考慮する。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ａ) 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，設計基準事

故に対処するための設備の安全機能と共

通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，共通要因の特性

を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，

位置的分散を考慮して適切な措置を講ず

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接続口から建屋内に水又は電力を供給す

る経路については，常設重大事故等対処

設備として設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋等については，地震，津波（敷地に

遡上する津波を含む。），火災及び外部

からの衝撃による損傷を防止できる設計

とする。 

 

重大事故緩和設備についても，共通要因

の特性を踏まえ，可能な限り多様性を確

保し，位置的分散を図ることを考慮す

る。 

 

a. 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故防止設備は，設計基準事故

対処設備並びに使用済燃料プールの冷却

設備及び注水設備（以下「設計基準事故

対処設備等」という。）の安全機能と共

通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，共通要因の特性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因故障の要因として考

慮する事象の違い。再処理施

設特有の設計上の考慮とし

て，「設計基準より厳しい条

件の要因となる事象」を設計

上考慮する必要があるため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因故障の要因として考慮する事象の違

い。再処理施設では，周辺機器等からの影響

を考慮しているため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故緩和設備は，発電

炉とは異なり事業指定基準

規則において定義されてい

ない設備であり，再処理施

設では重大事故等に対処す

るための設備は全て常設重

大事故等対処設備又は可搬

型重大事故等対処設備とし

て整理しているため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

建屋等に設置又は保管する重大事故等対処設備が必要

な機能を発揮するための前提となる設計であるため，

「9.2.4 環境条件等」において記載する。 

【許可からの変更点】 

表現の適正化 

（以下同じ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因に対する設計方針の違い。再処

理の場合，途中で可搬型ホースを経由す

る場合もあり，経路には常設と可搬型の

両方が存在するため。 

【許可からの変更点】 

表現の適正化 
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る設計とする。【②-7】 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，代替設備により必要な機能を

確保すること，安全上支障のない期間で

修理の対応を行うこと，関連する工程の

停止等又はこれらを適切に組み合わせる

ことにより，機能を損なわない設計とす

る。代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障のない期間で修理の

対応を行うこと，関連する工程を停止す

ること等については，保安規定に定め

て，管理する。②-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る設計とする。【②-7】 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，地震により機能が損なわれる

場合，代替設備により必要な機能を確保

すること，安全上支障のない期間での修

理の対応を行うこと，関連する工程の停

止等又はこれらを適切に組み合わせるこ

とにより，その機能を確保する。②-8 

 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，溢水，化学薬品漏えい及び火

災による損傷を考慮して，代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支

障のない期間で修理等の対応を行うこ

と，関連する工程の停止等又はそれらを

適切に組み合わせることで，重大事故等

に対処するための機能を損なわない設計

とする。②-8 

 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，代替設備により必要な機能を

確保すること，安全上支障のない期間で

修理等の対応を行うこと，関連する工程

の停止等，損傷防止措置又はそれらを適

切に組み合わせることで，重大事故等に

対処するための機能を損なわない設計と

する。②-8 

 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，内部発生飛散物を考慮して，

代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理等の対

応を行うこと，関連する工程の停止等又

はそれらを適切に組み合わせることで，

重大事故等に対処するための機能を損な

わない設計とする。②-8 

 

る設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，

位置的分散を考慮して適切な措置を講じ

る設計とする。 

 

ただし，常設重大事故防止設備のうち，

計装設備について，重大事故等に対処す

るために監視することが必要なパラメー

タの計測が困難となった場合に，当該パ

ラメータを推定するために必要なパラメ

ータと異なる物理量又は測定原理とする

等，重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータに対して可能

な限り多様性を有する方法により計測で

きる設計とするとともに，可能な限り位

置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，重大事故等

に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータの計測

が困難となった場合には可搬

型設備で対応することを基本

としており，常設設備で主に

対応する発電炉と方針が異な

るため。 

【許可からの変更点】 

保安規定に定める運用であること

を明確化。（以下同じ） 

【等の解説】 

「関連する工程の停止等」が指す

具体的な内容には，加熱の停止や

送液の停止などの一部の設備の停

止も含んでおり，保安規定に基づ

き策定する手順書において明確化

するため，基本設計方針では等の

ままとした。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

語尾の統一化。（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故等の想定の違い。再処理施

設では内的事象を要因として発生す

る重大事故等に対処する設備に対し

て設計方針を定めているため。 

○67 (P7から) 

○68 (P8から) 

○69 (P8から) 

○70 (P9から) 

【許可からの変更点】 

機能を損なわないための設計の

明確化。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

文章の統合に伴い記載を削

除。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

損傷防止措置としての森林火災

に対する事前散水については②-

14（P31）に記載しているため，

ここでは記載しない。 

1908



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十六条 （重大事故等対処設備）（7 / 78） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等における条件に対して常設重

大事故等対処設備は，想定される重大事

故等が発生した場合における温度，圧

力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，そ

の機能を確実に発揮できる設計とする。

②-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備は，「2. 地

盤」に基づく地盤に設置し，地震，津波

及び火災に対しては，「3.1  地震によ

る損傷の防止」，「3.2  津波による損

傷の防止」及び「5. 火災等による損傷の

防止」に基づく設計とする。②-10 

 

 

 

 

 

設計基準より厳しい条件の要因となる外

的事象のうち地震に対して，地震を要因

とする重大事故等に対処するために重大

事故等時に機能を期待する常設重大事故

等対処設備は,「9.2.6 地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設計」

に基づく設計とする。②-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，溢水，化学薬品漏えい及び火災並

びに設計基準より厳しい条件の要因とな

重大事故等における条件に対して常設重

大事故等対処設備は，想定される重大事

故等が発生した場合における温度，圧

力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，そ

の機能を確実に発揮できる設計とする。

②-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備は，「イ．

（１） 敷地の面積及び形状」に基づく

地盤に設置し，地震，津波及び火災に対

して常設重大事故等対処設備は，「ロ．

（５）(ⅱ) 重大事故等対処施設の耐震

設計」，「ロ．（６） 耐津波構造」及

び「ロ．（４） (ⅱ) 重大事故等対処施

設の火災及び爆発防止」に基づく設計と

する。②-10 

 

 

設計基準より厳しい条件の要因となる外

的事象のうち地震に対して，地震を要因

とする重大事故等に対処するために重大

事故等時に機能を期待する常設重大事故

等対処設備は，「（ホ） 地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とする。②-11 

 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，地震により機能が損なわれる

場合，代替設備により必要な機能を確保

すること，安全上支障のない期間での修

理の対応を行うこと，関連する工程の停

止等又はこれらを適切に組み合わせるこ

とにより，その機能を確保する。②-8 

 

 

 

 

 

また，溢水，化学薬品漏えい及び火災並

びに設計基準より厳しい条件の要因とな

重大事故等における条件に対して常設重

大事故等対処設備は，想定される重大事

故等が発生した場合における温度，圧

力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，そ

の機能を確実に発揮できる設計とする。

【◇1 】重大事故等における条件に対する

健全性については，「(３) 環境条件

等」に記載する。◇5  

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備は，「添付書類

四 4．4.6 基礎地盤及び周辺斜面の安

定性評価」に基づく地盤に設置し，地

震，津波及び火災に対しては，「1.6.2 

重大事故等対処施設の耐震設計」，「1.8 

耐津波設計」及び「1.5.2 重大事故等対

処施設に対する火災及び爆発の防止に関

する設計」に基づく設計とする。◇1  

 

 

 

設計基準より厳しい条件の要因となる外

的事象のうち地震に対して，地震を要因

とする重大事故等に対処する常設重大事

故等対処設備は,「(５) 地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設計」

に基づく設計とする。【◇1 】地震，津波

及び火災に対する健全性については，

「（３） 環境条件等」に記載する。◇5  

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，地震により機能が損なわれる

場合，代替設備により必要な機能を確保

すること，安全上支障のない期間での修

理の対応を行うこと又はこれらを適切に

組み合わせることにより，その機能を確

保する。また，上記機能が確保できない

場合に備え，関連する工程を停止する等

の手順を整備する。◇1  

 

 

 

また，溢水，化学薬品漏えい，火災及び

設計基準より厳しい条件の要因となる内

環境条件に対しては，想定される重大事

故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重及びその他の使用条件におい

て，常設重大事故防止設備がその機能を

確実に発揮できる設計とする。 

 

重大事故等時の環境条件における健全性

については「5.1.5 環境条件等」に基づ

く設計とする。 

 

風（台風）及び竜巻のうち風荷重，凍

結，降水，積雪，火山の影響並びに電磁

的障害に対して常設重大事故防止設備

は，環境条件にて考慮し機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

常設重大事故防止設備は，「1. 地盤等」

に基づく地盤に設置するとともに，地

震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。）及び火災に対して，「2.1 地震に

よる損傷の防止」，「2.2 津波による損

傷の防止」及び「3.1 火災による損傷の

防止」に基づく設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水に対しては，可能な限り多様性を有

し，位置的分散を図ることで，想定する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因故障の要因として考慮す

る事象の違い。再処理施設特有の

設計上の考慮として，「設計基準

より厳しい条件の要因となる事

象」を設計上考慮しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因故障の要因として考慮する

事象の違い。再処理施設では，「化

学薬品漏えい」及び「内的事象の配

管の全周破断」を考慮しているた

め。 

【許可からの変更点】 

設工認の章構成に合わせて引用

先を変更。（以下同じ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件に対して機能を損

なわないことは「9.2.4環境

条件等」にて具体化してい

るため。 

 

○62 (P10へ) 

○67 (P6へ) 
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る内的事象の配管の全周破断に対して常

設重大事故等対処設備は，設計基準事故

に対処するための設備の安全機能と同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，可能な限り位置的分散を図るか又は

溢水，化学薬品漏えい及び火災並びに設

計基準より厳しい条件の要因となる内的

事象の配管の全周破断に対して健全性を

確保する設計とする。②-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備は，風(台風)，

竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，

火山の影響，生物学的事象，森林火災，

塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内に

おける化学物質の漏えい，電磁的障害，

近隣工場等の火災及び爆発に対する健全

性を確保する設計とする。②-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る内的事象の配管の全周破断に対して常

設重大事故等対処設備は，設計基準事故

に対処するための設備の安全機能と同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，可能な限り位置的分散を図るか又は

溢水，化学薬品漏えい及び火災並びに設

計基準より厳しい条件の要因となる内的

事象の配管の全周破断に対して健全性を

確保する設計とする。②-12 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，溢水，化学薬品漏えい及び火

災による損傷を考慮して，代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支

障のない期間で修理等の対応を行うこ

と，関連する工程の停止等又はそれらを

適切に組み合わせることで，重大事故等

に対処するための機能を損なわない設計

とする。②-8 

 

 

常設重大事故等対処設備は，風（台

風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，

落雷，火山の影響，生物学的事象，森林

火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷

地内における化学物質の漏えい，電磁的

障害，近隣工場等の火災及び爆発に対す

る健全性を確保する設計とする。②-13 

 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，代替設備により必要な機能を

確保すること，安全上支障のない期間で

修理等の対応を行うこと，関連する工程

の停止等，損傷防止措置又はそれらを適

切に組み合わせることで，重大事故等に

対処するための機能を損なわない設計と

する。②-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

的事象の配管の全周破断に対して常設重

大事故等対処設備は，設計基準事故に対

処するための設備の安全機能と同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，

可能な限り位置的分散を図るか又は溢

水，化学薬品漏えい，火災及び配管の全

周破断に対する常設重大事故等対処設備

の健全性【◇1 】については，「（３） 

環境条件等」に記載する。◇5  

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，溢水，化学薬品漏えい及び火

災による損傷を考慮して，代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支

障のない期間での修理の対応を行うこと

又はこれらを適切に組み合わせることに

より，その機能を確保する。また，上記

機能が確保できない場合に備え，関連す

る工程を停止する等の手順を整備する。

◇1  

 

常設重大事故等対処設備は，風（台

風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，

落雷，火山の影響，生物学的事象，森林

火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷

地内における化学物質の漏えい，電磁的

障害，近隣工場等の火災及び爆発に対す

る健全性【◇1 】について，「（３） 環

境条件等」に記載する。◇5  

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，代替設備により必要な機能を

確保すること，安全上支障のない期間で

の修理の対応を行うこと又はこれらを適

切に組み合わせることにより，その機能

を確保する。また，上記機能が確保でき

ない場合に備え，関連する工程を停止す

る等の手順を整備する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水水位に対して同時に機能を損なうこ

とのない設計とする。 

 

地震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。），溢水及び火災に対して常設重大

事故防止設備は，設計基準事故対処設備

等と同時に機能を損なうおそれがないよ

うに，可能な限り設計基準事故対処設備

等と位置的分散を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風（台風），竜巻，落雷，生物学的事

象，森林火災，爆発，近隣工場等の火

災，危険物を搭載した車両，有毒ガス及

び船舶の衝突に対して，常設重大事故防

止設備は，外部からの衝撃による損傷の

防止が図られた建屋等内に設置するか，

又は設計基準事故対処設備等と同時に機

能が損なわれないように，設計基準事故

対処設備等と位置的分散を図り，屋外に

設置する。 

 

落雷に対して常設代替交流電源設備は，

避雷設備等により防護する設計とする。 

 

 

 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に

対して屋外の常設重大事故防止設備は，

侵入防止対策により重大事故等に対処す

るために必要な機能が損なわれるおそれ

のない設計とする。 

 

 

 

生物学的事象のうちクラゲ等の海生生物

からの影響を受けるおそれのある常設重

大事故防止設備は，侵入防止対策により

重大事故等に対処するための必要な機能

が損なわれるおそれのない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因に対する設計方針の違

い。再処理施設では，位置的分

散ではなく健全性を確保する設

計方針としているため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

落雷に対する避雷設備等の対策

は「9.2.4環境条件等」にて具

体化しているため。 
㊾（P31へ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因に対する設計方針の違

い。再処理施設では，位置的分

散を図るか健全性を確保する設

計方針としているため。 

⑮（P41へ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因に対する設計方針

の違い。再処理施設では，

立地的特徴から「船舶の衝

突」を人為事象として選定

しておらず，設計上考慮す

る必要がないため。 

○69 (P6へ) 
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周辺機器等からの影響のうち内部発生飛

散物に対して，回転羽の損壊により飛散

物を発生させる回転機器について回転体

の飛散を防止する設計とし，常設重大事

故等対処設備が機能を損なわない設計と

する。②-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林火災に対して外的事象を要因として

発生した場合に対処するための可搬型重

大事故等対処設備を確保しているもの

は，可搬型重大事故等対処設備により重

大事故等に対処するための機能を損なわ

ない設計とするとともに，損傷防止措置

として消防車による事前散水による延焼

防止の措置により機能を維持する。⑧-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周辺機器等からの影響のうち内部発生飛

散物に対して，回転羽の損壊により飛散

物を発生させる回転機器について回転体

の飛散を防止する設計とし，常設重大事

故等対処設備が機能を損なわない設計と

する。②-15 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，内部発生飛散物を考慮して，

代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理等の対

応を行うこと，関連する工程の停止等又

はそれらを適切に組み合わせることで，

重大事故等に対処するための機能を損な

わない設計とする。②-8 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準より厳しい条件の要因となる外

的事象のうち火山の影響（降下火砕物に

よる積載荷重），積雪に対して，損傷防

止措置として実施する除灰，除雪を踏ま

えて影響がないよう機能を維持する。⑧-

39 

 

 

森林火災に対して外的事象を要因として

発生した場合に対処するための可搬型重

大事故等対処設備を確保しているもの

は，可搬型重大事故等対処設備により重

大事故等に対処するための機能を損なわ

ない設計とするとともに，損傷防止措置

として消防車による事前散水による延焼

防止の措置により機能を維持する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周辺機器等からの影響のうち内部発生飛

散物に対しては，回転羽の損壊により飛

散物を発生させる回転機器について回転

体の飛散を防止する設計とし，常設重大

事故等対処設備が機能を損なわない設計

とする。◇1  

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，内部発生飛散物を考慮して，

代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間での修理の対

応を行うこと又はこれらを適切に組み合

わせることにより，その機能を確保す

る。また，上記機能が確保できない場合

に備え，関連する工程を停止する等の手

順を整備する。◇1  

 

 

 

 

 

 

設計基準より厳しい条件の要因となる事

象の外的事象のうち火山の影響（降下火

砕物による積載荷重，フィルタの目詰ま

り等），森林火災，草原火災，干ばつ，

積雪及び湖若しくは川の水位降下に対し

て常設重大事故等対処設備は，火山の影

 

 

高潮に対して常設重大事故防止設備（非

常用取水設備を除く。）は，高潮の影響

を受けない敷地高さに設置する。 

 

 

 

飛来物（航空機落下）に対して常設重大

事故防止設備は，設計基準事故対処設備

等と同時にその機能が損なわれないよう

に，設計基準事故対処設備等と位置的分

散を図り設置する。 

 

常設重大事故緩和設備についても，共通

要因の特性を踏まえ，可能な限り上記を

考慮して多様性，位置的分散を図る設計

とする。 

 

サポート系の故障に対しては，系統又は

機器に供給される電力，空気，油及び冷

却水を考慮し，常設重大事故防止設備は

設計基準事故対処設備等と異なる駆動

源，冷却源を用いる設計，又は駆動源，

冷却源が同じ場合は別の手段が可能な設

計とする。また，常設重大事故防止設備

は設計基準事故対処設備等と可能な限り

異なる水源をもつ設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因故障の要因として考慮す

る事象の違い。再処理施設では，

周辺機器等からの影響を考慮して

いるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因故障の要因として

考慮する事象の違い。再処

理施設では，高潮は考慮す

べき自然現象としていない

（立地的特徴）ことから，

設計上考慮する必要がない

ため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では電源，冷却水等のサポ

ート系に相当する故障を起因として重

大事故の発生を想定しており，これを

代替する可搬型設備で重大事故等へ対

処することを基本としている。これら

の可搬型設備の駆動源や水源の多様性

に関する設計方針は，個別施設の設計

方針に展開しているため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故緩和設備は，発電

炉とは異なり事業指定基準

規則において定義されてい

ない設備であり，再処理施

設では重大事故等に対処す

るための設備は全て常設重

大事故等対処設備又は可搬

型重大事故等対処設備とし

て整理しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因に対する設計方針の違

い。再処理施設では，位置的分

散ではなく健全性を確保する設

計方針としているため。 

○70 (P6へ) 

○72 (P31へ) 

○75 (P33へ) 
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環境条件に対する健全性については，

「9.2.4 環境条件等」に基づく設計とす

る。② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

響（降下火砕物による積載荷重，フィル

タの目詰まり等）に対してはフィルタ交

換，清掃及び除灰する手順を，森林火災

及び草原火災に対しては消防車による初

期消火活動を行う手順を，積雪に対して

は除雪する手順を，干ばつ及び湖若しく

は川の水位降下に対しては再処理工程を

停止した上で必要に応じて外部からの給

水を行う手順を整備することにより，設

計基準事故に対処するための設備の安全

機能と同時にその機能が損なわれないこ

とから，設計上の考慮は不要である。◇2  

 

設計基準より厳しい条件のうち動的機器

の多重故障に対して常設重大事故等対処

設備は，当該動的機器の多重故障の影響

を受けないことから，設計上の考慮は不

要である。設計基準より厳しい条件の要

因となる事象の内的事象のうち長時間の

全交流動力電源の喪失に対して常設重大

事故等対処設備は，長時間の全交流動力

電源の喪失の影響を受けないことから，

設計上の考慮は不要である。◇2  

 

周辺機器等からの影響のうち地震に対し

て常設重大事故等対処設備は，当該設備

周辺の機器等からの波及的影響によって

機能を損なわない設計とする。また，当

該設備周辺の資機材の落下，転倒による

損傷を考慮して，当該設備周辺の資機材

の落下防止，転倒防止，固縛の措置を行

う。内部発生飛散物に対して常設重大事

故等対処設備は，周辺機器等からの回転

羽の損壊による飛散物により設計基準事

故に対処するための設備の安全機能と同

時にその機能が損なわれるおそれがない

よう，可能な限り位置的分散を図る。

【◇3 】内部発生飛散物に対する健全性に

ついて，「（３） 環境条件等」に記載

する。◇5  
 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，内部発生飛散物を考慮して，

代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理等の対

応を行うこと又はこれらを適切に組み合

わせることにより，その機能を確保す

る。また，上記機能が確保できない場合

に備え，関連する工程を停止する等の手

順を整備する。◇1  

 

 

重大事故等時の環境条件における健全性

については「5.1.5 環境条件等」に基づ

く設計とする。 
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b. 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，共通要因

によって設計基準事故に対処するための

設備の安全機能又は常設重大事故等対処

設備の重大事故等に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，共通要因の特性を踏ま

え，可能な限り多様性，独立性，位置的

分散を考慮して適切な措置を講ずる設計

とする。③-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備は，地震，津

波，その他の自然現象又は故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズム，設

計基準事故に対処するための設備及び重

大事故等対処設備の配置その他の条件を

考慮した上で常設重大事故等対処設備と

異なる保管場所に保管する設計とする。

④-1 

 

重大事故等における条件に対して可搬型

重大事故等対処設備は，想定される重大

事故等が発生した場合における温度，圧

力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，そ

の機能を確実に発揮できる設計とする。

③-8 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ） 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，設計基準

事故に対処するための設備の安全機能又

は常設重大事故等対処設備の重大事故等

に対処するために必要な機能と共通要因

によって同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，共通要因の特性を踏ま

え，可能な限り多様性，独立性，位置的

分散を考慮して適切な措置を講ずる設計

とする。③-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，可搬型重大事故等対処設備は，地

震，津波，その他の自然現象又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズ

ム，設計基準事故に対処するための設備

及び重大事故等対処設備の配置その他の

条件を考慮した上で常設重大事故等対処

設備と異なる保管場所に保管する設計と

する。④-1 

 

重大事故等における条件に対して可搬型

重大事故等対処設備は，想定される重大

事故等が発生した場合における温度，圧

力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，そ

の機能を確実に発揮できる設計とする。

③-8 

 

 

 

 

 

 

 

 (ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，設計基準

事故に対処するための設備の安全機能又

は常設重大事故等対処設備の重大事故等

に対処するために必要な機能と共通要因

によって同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，共通要因の特性を踏ま

え，可能な限り多様性，独立性，位置的

分散を考慮して適切な措置を講ずる設計

とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また，可搬型重大事故等対処設備は，

地震，津波，その他の自然現象又は故意

による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズム，設計基準事故に対処するための設

備及び重大事故等対処設備の配置その他

の条件を考慮した上で常設重大事故等対

処設備と異なる保管場所に保管する設計

とする。◇1  

 

重大事故等における条件に対して可搬型

重大事故等対処設備は，想定される重大

事故等が発生した場合における温度，圧

力，湿度，放射線，荷重を考慮し，その

機能を確実に発揮できる設計とする。◇1

重大事故等時における条件に対する健全

性については，「(３) 環境条件等」に

記載する。◇5  

 

 

 

 

 

b. 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故防止設備は，設計基準事

故対処設備等又は常設重大事故防止設備

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，共通要因の

特性を踏まえ，可能な限り多様性，独立

性，位置的分散を考慮して適切な措置を

講じる設計とする。 

 

可搬型重大事故等対処設備は，風（台

風）及び竜巻のうち風荷重に対して，外

部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建屋等内に保管するか，又は設計基準

事故対処設備等及び常設重大事故等対処

設備と同時に機能が損なわれないよう

に，設計基準事故対処設備等の配置も含

めて常設重大事故等対処設備と位置的分

散を図り，屋外に保管する設計とし，凍

結，降水，積雪，火山の影響並びに電磁

的障害に対しては，環境条件にて考慮し

機能が損なわれない設計とする。 

 

飛来物（航空機落下）及び故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムに対

して，屋内の可搬型重大事故等対処設備

は，可能な限り設計基準事故対処設備等

の配置も含めて常設重大事故等対処設備

と位置的分散を図り複数箇所に分散して

保管する設計とする。 

 

 

また，可搬型重大事故等対処設備は，地

震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。），その他自然現象又は故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズム，

設計基準事故対処設備等及び重大事故等

対処設備の配置その他の条件を考慮した

上で常設重大事故等対処設備と異なる保

管場所に保管する設計とする。 

 

環境条件に対しては，想定される重大事

故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重及びその他の使用条件におい

て，可搬型重大事故等対処設備がその機

能を確実に発揮できる設計とする。 

 

重大事故等時の環境条件における健全性

については「5.1.5 環境条件等」に基づ

く設計とする。 
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屋内に保管する可搬型重大事故等対処設

備は，「2. 地盤」に基づく地盤に設置

された建屋等に位置的分散することによ

り，設計基準事故に対処するための設備

の安全機能又は常設重大事故等対処設備

の重大事故等に対処するために必要な機

能と同時にその機能が損なわれるおそれ

がないように保管する設計とする。③-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設

備は，「3.1  地震による損傷の防止」

に示す地震により，転倒しないことを確

認する，又は必要により固縛等の措置を

するとともに，「3.1  地震による損傷

の防止」の地震により生ずる敷地下斜面

のすべり，液状化又は揺すり込みによる

不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支

持力の不足，地中埋設構造物の損壊等に

より必要な機能を喪失しない複数の保管

場所に位置的分散することにより，設計

基準事故に対処するための設備の安全機

能又は常設重大事故等対処設備の重大事

故等に対処するために必要な機能と同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

うに保管する設計とする。③-10 

 

また，事業指定(変更許可)を受けた設計

基準より厳しい条件の要因となる外的事

象のうち地震に対して，地震を要因とす

る重大事故等に対処するために重大事故

等時に機能を期待する可搬型重大事故等

対処設備は, 「9.2.6 地震を要因とする

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設

備は，「イ．（１） 敷地の面積及び形

状」に基づく地盤に設置された建屋等に

位置的分散することにより，設計基準事

故に対処するための設備の安全機能又は

常設重大事故等対処設備の重大事故等に

対処するために必要な機能と同時にその

機能が損なわれるおそれがないように保

管する設計とする。③-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設

備は，転倒しないことを確認する，又は

必要により固縛等の処置をするととも

に，「ロ．（５）(ⅱ) 重大事故等対処

施設の耐震設計」の地震により生ずる敷

地下斜面のすべり，液状化又は揺すり込

みによる不等沈下，傾斜及び浮き上が

り，地盤支持力の不足，地中埋設構造物

の損壊等により必要な機能を喪失しない

複数の保管場所に位置的分散することに

より，設計基準事故に対処するための設

備の安全機能又は常設重大事故等対処設

備の重大事故等に対処するために必要な

機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないように保管する設計とする。③-

10 

 

また，設計基準より厳しい条件の要因と

なる外的事象のうち地震に対して，地震

を要因とする重大事故等に対処するため

に重大事故等時に機能を期待する可搬型

重大事故等対処設備は,「（ホ） 地震を

要因とする重大事故等に対する施設の耐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 屋内に保管する可搬型重大事故等対処

設備は，「添付書類四 4． 4.6 基礎

地盤及び周辺斜面の安定性評価」に基づ

く地盤に設置する前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御

建屋，非常用電源建屋，主排気筒管理建

屋，第１保管庫・貯水所，第２保管庫・

貯水所，緊急時対策建屋及び洞道に位置

的分散することにより，設計基準事故に

対処するための設備の安全機能又は常設

重大事故等対処設備の重大事故等に対処

するために必要な機能と同時にその機能

が損なわれるおそれがないように保管す

る設計とする。◇9  

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設

備は，転倒しないことを確認する，又は

必要により固縛等の処置をするととも

に，「1.6.2 重大事故等対処施設の耐震

設計」の地震により生じる敷地下斜面の

すべり，液状化又は揺すり込みによる不

等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持

力の不足，地中埋設構造物の損壊等の影

響を受けない複数の保管場所に位置的分

散することにより，設計基準事故に対処

するための設備の安全機能又は常設重大

事故等対処設備の重大事故等に対処する

ために必要な機能と同時にその機能が損

なわれるおそれがないように保管する設

計とする。◇1  

 

 

また，設計基準より厳しい条件の要因と

なる外的事象のうち地震に対して，地震

を要因とする重大事故等に対処するため

に重大事故等時に機能を期待する可搬型

重大事故等対処設備は,「(５) 地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐震

可搬型重大事故等対処設備は，風（台

風）及び竜巻のうち風荷重に対して，外

部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建屋等内に保管するか，又は設計基準

事故対処設備等及び常設重大事故等対処

設備と同時に機能が損なわれないよう

に，設計基準事故対処設備等の配置も含

めて常設重大事故等対処設備と位置的分

散を図り，屋外に保管する設計とし，凍

結，降水，積雪，火山の影響並びに電磁

的障害に対しては，環境条件にて考慮し

機能が損なわれない設計とする。 

 

地震に対して，屋内の可搬型重大事故等

対処設備は，「1. 地盤等」に基づく地

盤に設置された建屋内に保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，転

倒しないことを確認する，又は必要によ

り固縛等の処置をするとともに，地震に

より生ずる敷地下斜面のすべり，液状化

又は揺すり込みによる不等沈下，傾斜及

び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中

埋設構造物の損壊等の影響により必要な

機能を喪失しない位置に保管する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震及び津波（敷地に遡上する津波を含

む。）に対して可搬型重大事故等対処設

備は，「2.1 地震による損傷の防止」及

び「2.2 津波による損傷の防止」にて考

慮された設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因故障の要因として考慮

する事象の違い。再処理施設で

は「設計基準より厳しい条件の

要因となる外的事象のうち地

震」を考慮しているため。 

【「等」の解説】 

「地中埋設構造物の損壊等」の指す

内容は周辺構造物の倒壊，周辺タン

ク等の損壊，周辺斜面の崩壊，敷地

下斜面のすべり，液状化及び揺すり

込みによる不等沈下・傾斜，液状化

に伴う浮き上がり，地盤支持力の不

足，地中埋設構造物の損壊であり，

これらの総称として当該箇所では許

可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「固縛等」が指す具体的な内容は設

備によって異なり，補足説明資料に

おいて明確化するため，基本設計方

針では等のままとした。 

（以下同じ） 

○65 (P11へ) 
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重大事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とする。津波に対して可搬型

重大事故等対処設備の保管場所について

は，「3.2  津波による損傷の防止」に

示す津波による影響を受けない位置に設

置する設計とする。 

また，可搬型重大事故等対処設備の据付

けは，津波による影響を受けるおそれの

ない場所を選定することとし，使用時に

津波による影響を受けるおそれのある場

所に据付ける場合は，津波に対して重大

事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。 

火災に対して可搬型重大事故等対処設備

は,「5．火災等による損傷の防止」に基

づく設計とするとともに，「9.2.7  可

搬型重大事故等対処設備の内部火災に対

する防護方針」に基づく火災防護を行う

設計とする。③-11 

 

溢水，化学薬品漏えい，火災，内部発生

飛散物及び設計基準より厳しい条件の要

因となる内的事象の配管の全周破断に対

して可搬型重大事故等対処設備は，設計

基準事故に対処するための設備の安全機

能又は常設重大事故等対処設備の重大事

故等に対処するために必要な機能と同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，可能な限り位置的分散を図る設計と

する。③-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設

備は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災，塩害，航空機落下，有

毒ガス，敷地内における化学物質の漏え

い，電磁的障害，近隣工場等の火災及び

爆発に対して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建屋等内に保管し，

かつ，設計基準事故に対処するための設

備の安全機能又は常設重大事故等対処設

備の重大事故等に対処するために必要な

機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，設計基準事故に対処する

ための設備又は常設重大事故等対処設備

震設計」に基づく設計とする。津波に対

して可搬型重大事故等対処設備は，

「ロ．（６） 耐津波構造」に基づく津

波による損傷を防止した設計とする。火

災に対して可搬型重大事故等対処設備

は，「（ヘ） 可搬型重大事故等対処設

備の内部火災に対する防護方針」に基づ

く火災防護を行う。③-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水，化学薬品漏えい，内部発生飛散

物，設計基準より厳しい条件の要因とな

る内的事象の配管の全周破断に対して可

搬型重大事故等対処設備は，設計基準事

故に対処するための設備の安全機能と同

時にその機能が損なわれるおそれがない

よう，可能な限り位置的分散を図る。③-

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設

備は，自然現象及び人為事象に対して風

（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積

雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，

森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガ

ス，敷地内における化学物質の漏えい，

電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発

に対して，外部からの衝撃による損傷の

防止が図られた建屋等内に保管し，か

つ，設計基準事故に対処するための設備

の安全機能又は常設重大事故等対処設備

の重大事故等に対処するために必要な機

能と同時にその機能を損なわれるおそれ

がないよう，設計基準事故に対処するた

設計」に基づく設計とする。津波に対し

て可搬型重大事故等対処設備は，「1.8 

耐津波設計」に基づく津波による損傷を

防止した設計とする。火災に対して可搬

型重大事故等対処設備は,「(６) 可搬型

重大事故等対処設備の内部火災に対する

防護方針」に基づく火災防護を行う。◇1  

 

 

地震，津波，火災，溢水，化学薬品漏え

い，内部発生飛散物，設計基準より厳し

い条件の要因となる内的事象の配管の全

周破断に対する健全性については，

「（３） 環境条件等」に記載する。◇5  

 

 

 

 

 

 

溢水，化学薬品漏えい，内部発生飛散

物，設計基準より厳しい条件の要因とな

る内的事象の配管の全周破断に対して可

搬型重大事故等対処設備は，設計基準事

故に対処するための設備の安全機能と同

時にその機能が損なわれるおそれがない

よう，可能な限り位置的分散を図る。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設

備は，自然現象及び人為事象に対して風

（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積

雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，

森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガ

ス，敷地内における化学物質の漏えい，

電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発

に対して，外部からの衝撃による損傷の

防止が図られた建屋等内に保管し，か

つ，設計基準事故に対処するための設備

の安全機能又は常設重大事故等対処設備

の重大事故等に対処するために必要な機

能と同時にその機能を損なわれるおそれ

がないよう，設計基準事故に対処するた

 

 

 

火災に対して可搬型重大事故等対処設備

は，「3.1 火災による損傷の防止」に基

づく火災防護を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備に期待する機能につ

いては，溢水影響を受けて設計基準事故

対処設備等と同時に機能を損なうおそれ

がないよう，被水及び蒸気影響に対して

は可能な限り設計基準事故対処設備等と

位置的分散を図り，没水の影響に対して

は溢水水位を考慮した位置に設置又は保

管する。 

 

地震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。），溢水及び火災に対して可搬型重

大事故等対処設備は，設計基準事故対処

設備等及び常設重大事故等対処設備と同

時に機能を損なうおそれがないように，

設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を

図り，複数箇所に分散して保管する設計

とする。 

 

風（台風），竜巻，落雷，生物学的事

象，森林火災，爆発，近隣工場等の火

災，危険物を搭載した車両，有毒ガス及

び船舶の衝突に対して，可搬型重大事故

等対処設備は，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建屋等内に保管する

か，又は設計基準事故対処設備等及び常

設重大事故等対処設備と同時に必要な機

能を損なうおそれがないように，設計基

準事故対処設備等の配置も含めて常設重

大事故等対処設備と位置的分散を図り，

防火帯の内側の複数箇所に分散して保管

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因故障の要因として考

慮する事象の違い。再処理施

設では，立地的特徴から「船

舶の衝突」を人為事象として

選定しておらず，設計上考慮

する必要がないため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因故障の要因として考慮

する事象の違い。再処理施設で

は，「化学薬品漏えい」，「内

部発生飛散物」，「設計基準よ

り厳しい条件の要因となる内的

事象の配管の全周破断」を考慮

しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因故障の要因として考慮

する事象の違い。再処理施設で

は，凍結，高温，降水，積雪，

火山の影響，塩害，航空機落下

を考慮しているため。 

【許可からの変更点】 

位置的分散の対象の明確化。 

【許可からの変更点】 

重複した記載であるため削除。 

（以下同じ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

防火帯の内側へ保管する方針

については，「9.2.4 環境条

件等」(⑧-60，P41)に記載し

ているため。 

【許可からの変更点】 

考慮する事象の明確化。 

(双方の記載) 

＜不一致の理由＞ 

地震については③-9(P12)，溢水については③-12(P13)にそれぞれ記載。津

波(敷地に遡上する津波を含む。)と火災に対しては，設計上の考慮の違いに

より記載が異なる。 

・津波に対しては，③-11(P13)のとおり，影響を受けない場所に保管する。 

・火災に対しては「9.2.7可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防

護方針」に基づく設計とする。 

(発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

溢水には，被水，蒸気の影

響，没水が全て含まれ，

「被水，蒸気の影響」に対

しては位置的分散，没水に

対しては溢水水位を考慮し

た位置への設置(高さ方向

への位置的分散)と整理し

ているため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

火災に対しては「9.2.7可搬型重大

事故等対処設備の内部火災に対する

防護方針」に基づく設計とする。 

【許可からの変更点】 

可搬型重大事故等対処設備の津

波に対する設計の考え方（保管

場所，使用時の据付）について

明確化した。 
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を設置する場所と異なる場所に保管する

設計とする。③-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設

備は，自然現象，人為事象及び故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズム

に対して，設計基準事故に対処するため

の設備の安全機能又は常設重大事故等対

処設備の重大事故等に対処するために必

要な機能と同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，設計基準事故に対処

するための設備又は常設重大事故等対処

設備を設置する建屋の外壁から 100ｍ以上

の離隔距離を確保した場所に保管すると

ともに異なる場所にも保管することで位

置的分散を図る設計とする。④-2 

 

 

また，屋外に設置する設計基準事故に対

処するための設備からも 100ｍ以上の離隔

距離を確保する設計とする。④-3 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設

備は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災，塩害，航空機落下，有

毒ガス，敷地内における化学物質の漏え

い，電磁的障害，近隣工場等の火災及び

爆発に対して健全性を確保する設計とす

る。③-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めの設備又は常設重大事故等対処設備を

設置する場所と異なる場所に保管する設

計とする。③-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設

備は，自然現象，人為事象及び故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズム

に対して，設計基準事故に対処するため

の設備の安全機能又は常設重大事故等対

処設備の重大事故等に対処するために必

要な機能と同時にその機能を損なわれる

おそれがないよう，設計基準事故に対処

するための設備又は常設重大事故等対処

設備これらを考慮して設置される建屋の

外壁から 100ｍ以上の離隔距離を確保した

場所に保管するとともに異なる場所にも

保管することで位置的分散を図る。④-2 

 

 

また，屋外に設置する設計基準事故に対

処するための設備からも 100ｍ以上の離隔

距離を確保する。④-3 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設

備は，風（台風），竜巻，凍結，高温，

降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学

的事象，森林火災，塩害，航空機落下，

有毒ガス，敷地内における化学物質の漏

えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及

び爆発に対して健全性を確保する設計と

する。③-14 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，設計基準より厳しい条件の要因

となる外的事象のうち火山の影響（降下

火砕物による積載荷重），積雪に対して

めの設備又は常設重大事故等対処設備を

設置する場所と異なる場所に保管する設

計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設

備は，自然現象，人為事象及び故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズム

に対して，設計基準事故に対処するため

の設備の安全機能又は常設重大事故等対

処設備の重大事故等に対処するために必

要な機能と同時にその機能を損なわれる

おそれがないよう，設計基準事故に対処

するための設備又は常設重大事故等対処

設備これらを考慮して設置される建屋の

外壁から 100ｍ以上の離隔距離を確保した

場所に保管するとともに異なる場所にも

保管することで位置的分散を図る。◇1  

 

 

また，屋外に設置する設計基準事故に対

処するための設備からも 100ｍ以上の離隔

距離を確保する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備を保管する外

部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建屋等及び屋外に保管する可搬型重大

事故等対処設備に対する健全性について

は，「（３） 環境条件等」に記載す

る。◇5  

 

設計基準より厳しい条件の要因となる事

象の外的事象のうち火山の影響（降下火

砕物による積載荷重，フィルタの目詰ま

クラゲ等の海生生物の影響を受けるおそ

れのある屋外の可搬型重大事故等対処設

備は，予備を有する設計とする。 

 

高潮に対して可搬型重大事故等対処設備

は，高潮の影響を受けない敷地高さに保

管する設計とする。 

 

飛来物（航空機落下）及び故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムに対

して，屋内の可搬型重大事故等対処設備

は，可能な限り設計基準事故対処設備等

の配置も含めて常設重大事故等対処設備

と位置的分散を図り複数箇所に分散して

保管する設計とする。 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設

備は，原子炉建屋，常設代替高圧電源装

置置場，常設低圧代替注水系ポンプ室，

格納容器圧力逃がし装置格納槽，緊急用

海水ポンプピット，海水ポンプエリアか

ら100 m 以上の離隔距離を確保するとと

もに，当該可搬型重大事故等対処設備が

その機能を代替する屋外の設計基準事故

対処設備等及び常設重大事故等対処設備

から100 m 以上の離隔距離を確保した上

で，複数箇所に分散して保管する設計と

する。 

 

サポート系の故障に対しては，系統又は

機器に供給される電力，空気，油及び冷

却水を考慮し，可搬型重大事故防止設備

は，設計基準事故対処設備等又は常設重

大事故防止設備と異なる駆動源，冷却源

を用いる設計とするか，駆動源，冷却源

が同じ場合は別の手段が可能な設計とす

る。また，水源についても可能な限り，

異なる水源を用いる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

設備が違うことによる違い。発

電炉では位置的分散する具体的

な対象を示しているが，再処理

施設では，設備数が多いことか

ら，位置的分散を考慮する要因

及び目的を含めた方針として記

載している。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因に対する設計方針の違

い。再処理施設では，屋外に保

管する可搬型重大事故等対処設

備の健全性を確保する設計方針

としているため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，重大事故の発生を仮定す

る際の条件を設定することで，重大事故の

発生を仮定する機器を特定している。電

源，冷却水等のサポート系に相当する故障

は発生を仮定する際の条件として重大事故

の発生を想定しており，これを代替する可

搬型設備で重大事故等へ対処することを基

本としている。これらの可搬型設備の駆動

源や水源の多様性に関する設計方針は，個

別施設の設計方針に展開しているため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では、可搬型重大

事故等対処設備が機能を損な

わないための措置（予備）に

ついては「9.2.4  環境条件

等」に記載しているため。 
（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因故障の要因として考慮する事象の違

い。再処理施設では，高潮は考慮すべき自然

現象としていない（立地的特徴）ことから，

設計上考慮する必要がないため。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

○66 (P11へ) 

○73 (P44へ) 
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環境条件に対する健全性については，

「9.2.4 環境条件等」に基づく設計とす

る。③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 可搬型重大事故等対処設備と常設重大

事故等対処設備の接続口 

 

建屋等の外から水，空気又は電力を供給

する可搬型重大事故等対処設備と常設設

備との接続口は，共通要因によって接続

することができなくなることを防止する

ため，それぞれ互いに異なる複数の場所

に設置する設計とする。⑤-7 

 

接続口は，重大事故等における条件に対

して，想定される重大事故等が発生した

場合における温度，圧力，湿度，放射線

及び荷重を考慮し，その機能を確実に発

揮できる設計とするとともに，建屋等内

の適切に離隔した隣接しない位置の異な

る複数箇所に設置する設計とする。ま

た，重大事故等における条件に対する健

全性を確保する設計とする。⑤-8 

 

 

 

 

は，損傷防止措置として実施する除灰，

除雪を踏まえて影響がないよう機能を維

持する。③-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ）可搬型重大事故等対処設備と常設重

大事故等対処設備の接続口 

 

建屋等の外から水，空気又は電力を供給

する可搬型重大事故等対処設備と常設設

備との接続口は，共通要因によって接続

することができなくなることを防止する

ため，それぞれ互いに異なる複数の場所

に設置する設計とする。⑤-7 

 

接続口は，重大事故等における条件に対

して，想定される重大事故等が発生した

場合における温度，圧力，湿度，放射線

及び荷重を考慮し，その機能を確実に発

揮できる設計とするとともに，建屋等内

の適切に離隔した隣接しない位置の異な

る複数箇所に設置する。また，重大事故

等における条件に対する健全性を確保す

る設計とする。⑤-8 

 

 

 

 

り等），森林火災，草原火災，干ばつ，

積雪及び湖若しくは川の水位降下に対し

て可搬型重大事故等対処設備は，火山の

影響（降下火砕物による積載荷重，フィ

ルタの目詰まり等）に対してはフィルタ

交換，清掃及び除灰する手順を，森林火

災及び草原火災に対しては消防車による

初期消火活動を行う手順を，積雪に対し

ては除雪する手順を，干ばつ及び湖若し

くは川の水位降下に対しては再処理工程

を停止した上で必要に応じて外部からの

給水を行う手順を整備することにより，

設計基準事故に対処するための設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれない

ことから，設計上の考慮は不要である。

◇2  

 

設計基準より厳しい条件のうち動的機器

の多重故障に対して可搬型重大事故等対

処設備は，当該動的機器の多重故障の影

響を受けないことから，設計上の考慮は

不要である。◇2  

 

設計基準より厳しい条件の要因となる事

象の内的事象のうち長時間の全交流動力

電源の喪失に対して可搬型重大事故等対

処設備は，長時間の全交流動力電源の喪

失の影響を受けないことから，設計上の

考慮は不要である。◇2  

 

(ｃ) 可搬型重大事故等対処設備と常設

重大事故等対処設備の接続口 

 

建屋等の外から水，空気又は電力を供給

する可搬型重大事故等対処設備と常設設

備との接続口は，共通要因によって接続

することができなくなることを防止する

ため，それぞれ互いに異なる複数の場所

に設置する設計とする。◇1  

 

重大事故等における条件に対して接続口

は，想定される重大事故等が発生した場

合における温度，圧力，湿度，放射線及

び荷重を考慮し，その機能を確実に発揮

できる設計とする。◇1  

 

 

 

重大事故等における条件に対する健全性

については，「(３) 環境条件等」に記

載する◇5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等時の環境条件における健全性

については「5.1.5 環境条件等」に基づ

く設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 可搬型重大事故等対処設備と常設重大

事故等対処設備の接続口 

 

原子炉建屋の外から水又は電力を供給す

る可搬型重大事故等対処設備と常設設備

との接続口は，共通要因によって接続す

ることができなくなることを防止するた

め，それぞれ互いに異なる複数の場所に

設置する設計とする。 

 

環境条件に対しては，想定される重大事

故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重及びその他の使用条件におい

て，その機能を確実に発揮できる設計と

するとともに，接続口は，建屋等内及び

建屋等壁面の適切に離隔した隣接しない

位置に複数箇所設置する。 

 

重大事故等時の環境条件における健全性

については，「5.1.5 環境条件等」に基

づく設計とする。 

 

風（台風）及び竜巻のうち風荷重，凍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，接続口は常設重

大事故等対処設備であり，常設重

大事故等対処設備の方針として同

内容が展開されており，重複記載

を省略したため。 

○63 (P11から) 

○64 (P17へ) 
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地震に対して接続口は，「2. 地盤」に

基づく地盤に設置する建屋等内に設置す

る設計とする。⑤-9 

 

地震，津波及び火災に対しては，「3.1  

地震による損傷の防止」，「3.2  津波

による損傷の防止」及び「5. 火災等によ

る損傷の防止」に基づく設計とする。⑤-

10 

 

 

 

溢水，化学薬品漏えい及び火災に対して

建屋の外から水，空気又は電力を供給す

る可搬型重大事故等対処設備と常設設備

との接続口は，溢水，化学薬品漏えい及

び火災によって接続することができなく

なることを防止するため，それぞれ互い

に異なる複数の場所に設置する設計とす

る。⑤-11 

 

 

接続口は，風(台風)，竜巻，凍結，高

温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生

物学的事象，森林火災，塩害，航空機落

下，有毒ガス，敷地内における化学物質

の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火

災及び爆発に対して健全性を確保する設

計とする。⑤-12 

 

 

接続口は，複数のアクセスルートを踏ま

えて自然現象，人為事象及び故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムに

対して建屋等内の適切に離隔した隣接し

ない位置の異なる複数の場所に設置する

設計とする。⑤-13 

 

設計基準より厳しい条件の要因となる外

的事象のうち地震に対して，地震を要因

とする重大事故等に対処するために重大

事故等時に機能を期待する接続口は，

「9.2.6 地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計」に基づく設計と

する。⑤-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

接続口は，「イ．（１） 敷地の面積及

び形状」に基づく地盤に設置する建屋等

内に設置し，【⑤-9】地震，津波及び火

災に対して，「ロ．（５）(ⅱ) 重大事

故等対処施設の耐震設計」，「ロ．

（６） 耐津波構造」及び「ロ．（４）

(ⅱ) 重大事故等対処施設の火災及び爆

発防止」に基づく設計とする。⑤-10 

 

 

 

 

溢水，化学薬品漏えい及び火災に対して

建屋の外から水，空気又は電力を供給す

る可搬型重大事故等対処設備と常設設備

との接続口は，溢水，化学薬品漏えい及

び火災によって接続することができなく

なることを防止するため，それぞれ互い

に異なる複数の場所に設置する設計とす

る。⑤-11 

 

 

接続口は，自然現象及び人為事象に対し

て，風（台風），竜巻，凍結，高温，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災，塩害，航空機落下，有

毒ガス，敷地内における化学物質の漏え

い，電磁的障害，近隣工場等の火災及び

爆発に対して健全性を確保する設計とす

る。⑤-12 

 

接続口は，複数のアクセスルートを踏ま

えて自然現象，人為事象及び故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムに

対して建屋等内の適切に離隔した隣接し

ない位置の異なる複数の場所に設置す

る。⑤-13 

 

設計基準より厳しい条件の要因となる外

的事象のうち地震に対して，地震を要因

とする重大事故等に対処するために重大

事故等時に機能を期待する接続口は，

「（ホ） 地震を要因とする重大事故等

に対する施設の耐震設計」に基づく設計

とする。⑤-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 接続口は，「添付書類四 4．4.6 基

礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」に基

づく地盤に設置する建屋等内に設置し，

地震，津波及び火災に対しては，「1.6.2 

重大事故等対処施設の耐震設計」，「1.8 

耐津波設計」及び「1.5.2 重大事故等対

処施設に対する火災及び爆発の防止に関

する設計」に基づく設計とする。◇1  

地震，津波及び火災に対する健全性につ

いては，「（３） 環境条件等」に記載

する。◇5  

 

溢水，化学薬品漏えい及び火災に対して

建屋の外から水，空気又は電力を供給す

る可搬型重大事故等対処設備と常設設備

との接続口は，溢水，化学薬品漏えい及

び火災によって接続することができなく

なることを防止するため，それぞれ互い

に異なる複数の場所に設置する設計とす

る。◇1  

 

 

接続口は，自然現象及び人為事象に対し

て，風（台風），竜巻，凍結，高温，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災，塩害，航空機落下，有

毒ガス，敷地内における化学物質の漏え

い，電磁的障害，近隣工場等の火災及び

爆発に対する健全性について，「（３） 

環境条件等」に記載する。◇5  

 

接続口は，複数のアクセスルートを踏ま

えて自然現象，人為事象及び故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムに

対して建屋等内の適切に離隔した隣接し

ない位置の異なる複数の場所に設置す

る。◇1  

 

設計基準より厳しい条件の要因となる事

象の外的事象のうち地震に対して接続口

は，「(５) 地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とする。◇1  

 

地震に対する健全性については，

「（３） 環境条件等」に記載する。◇5  

 

設計基準より厳しい条件の要因となる事

象の外的事象のうち火山の影響（降下火

結，降水，積雪，火山の影響並びに電磁

的障害に対しては，環境条件にて考慮

し，機能が損なわれない設計とする。 

 

地震に対して接続口は，「1. 地盤等」に

基づく地盤上の建屋等内又は建屋等壁面

に複数箇所設置する。 

 

地震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。）及び火災に対しては，「2.1 地震

による損傷の防止」，「2.2 津波による

損傷の防止」及び「3.1 火災による損傷

の防止」に基づく設計とする。 

 

 

 

溢水に対しては，想定される溢水水位に

対して機能を喪失しない位置に設置す

る。 

 

地震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。），溢水及び火災に対しては，接続

口は，建屋等内及び建屋等壁面の適切に

離隔した隣接しない位置に複数箇所設置

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風（台風），竜巻，落雷，生物学的事

象，森林火災，飛来物（航空機落下），

爆発，近隣工場等の火災，危険物を搭載

した車両，有毒ガス，船舶の衝突及び故

意による大型航空機の衝突その他テロリ

ズムに対して，接続口は，建屋等内及び

建屋等壁面の適切に離隔した隣接しない

位置に複数箇所設置する。 

 

 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に

対して屋外に設置する場合は，開口部の

閉止により重大事故等に対処するために

必要な機能が損なわれるおそれのない設

計とする。 

 

高潮に対して接続口は，高潮の影響を受

けない位置に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，接続口は常

設重大事故等対処設備であ

り，常設重大事故等対処設備

の方針として同内容が展開さ

れており，重複記載を省略し

たため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，高潮は考慮

すべき自然現象としていない

（立地的特徴）ことから，設

計上考慮する必要がないた

め。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，立地的特徴

から「船舶の衝突」を人為事

象として選定しておらず，設

計上考慮する必要がないた

め。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因に対する設計方針の違

い。再処理施設では，健全性を

確保する設計方針としているた

め。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因故障の要因として考

慮する事象の違い。再処理施

設では，「設計基準より厳し

い条件の要因となる外的事象

のうち地震」を考慮している

ため。 
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接続口は，設計基準より厳しい条件の要

因となる事象の内的事象のうち配管の全

周破断に対して配管の全周破断の影響に

より接続できなくなることを防止するた

め，漏えいを想定するセル及びグローブ

ボックス内で漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体(溶液，有機溶媒等)に対

して健全性を確保する設計とする。⑤-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境条件に対する健全性については，常

設重大事故等対処設備として，「9.2.4 

環境条件等」に基づく設計とする。⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接続口は，設計基準より厳しい条件の要

因となる事象の内的事象のうち配管の全

周破断に対して配管の全周破断の影響に

より接続できなくなることを防止するた

め，漏えいを想定するセル及びグローブ

ボックス内で漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）に

対して健全性を確保する設計とする。⑤-

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，一つの接続口で複数の機能を兼用

して使用する場合には，それぞれの機能

に必要な容量が確保できる接続口を設け

る設計とする。⑦-7 

 

砕物による積載荷重，フィルタの目詰ま

り等），森林火災，草原火災，干ばつ，

積雪及び湖若しくは川の水位降下に対し

て常設重大事故等対処設備は，火山の影

響（降下火砕物による積載荷重，フィル

タの目詰まり等）に対してはフィルタ交

換，清掃及び除灰する手順を，森林火災

及び草原火災に対しては消防車による初

期消火活動を行う手順を，積雪に対して

は除雪する手順を，干ばつ及び湖若しく

は川の水位降下に対しては再処理工程を

停止した上で必要に応じて外部からの給

水を行う手順を整備することにより，設

計基準事故に対処するための設備の安全

機能と同時にその機能が損なわれないこ

とから，設計上の考慮は不要である。◇2  

 

 

設計基準より厳しい条件の要因となる事

象の内的事象のうち配管の全周破断に対

して常設重大事故等対処設備は，配管の

全周破断に対する健全性について，

「（３） 環境条件等」に記載する。◇5

設計基準より厳しい条件のうち動的機器

の多重故障に対して常設重大事故等対処

設備は，当該動的機器の多重故障の影響

を受けないことから，設計上の考慮は不

要である。設計基準より厳しい条件の要

因となる事象の内的事象のうち長時間の

全交流動力電源の喪失に対して常設重大

事故等対処設備は，長時間の全交流動力

電源の喪失の影響を受けないことから，

設計上の考慮は不要である。◇2  

 

 

 また，一つの接続口で複数の機能を兼

用して使用する場合には，それぞれの機

能に必要な容量が確保できる接続口を設

ける設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，一つの接続口で複数の機能を兼用

して使用する場合には，それぞれの機能

に必要な容量が確保できる接続口を設け

る設計とする。同時に使用する可能性が

ある場合は，合計の容量を確保し，状況

に応じて，それぞれの系統に必要な容量

を同時に供給できる設計とする。 

 

 

 

重大事故等時の環境条件における健全性

については，「5.1.5 環境条件等」に基

づく設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①（P21へ） 

【「等」の解説】 

「腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）」

とは，許可において各施設で取扱う対象

として記載している放射性物質を含む腐

食性の液体の総称として示した記載であ

ることから許可の記載を用いた。（以下

同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因故障の要因として考慮

する事象の違い。再処理施設で

は，「設計基準より厳しい条件

の要因となる内的事象のうち配

管の全周破断」を考慮している

ため。 

○64 (P15から) 

○71 (P21へ) 
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(2) 悪影響防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，再処理事業所内

の他の設備(安全機能を有する施設，当該

重大事故等対処設備以外の重大事故等対

処設備，MOX 燃料加工施設及び MOX 燃料加

工施設の重大事故等対処設備を含む。)に

対して悪影響を及ぼさない設計とする。

⑥-2 

 

重大事故等対処設備は，重大事故等にお

ける条件を考慮し，他の設備への影響と

しては，重大事故等対処設備使用時及び

待機時の系統的な影響(電気的な影響を含

む。)，内部発生飛散物による影響並びに

竜巻により飛来物となる影響を考慮し，

他の設備の機能に悪影響を及ぼさない設

計とする。⑥-3 

 

 

 

 

 

 

 

系統的な影響について，重大事故等対処

設備は，弁等の操作によって安全機能を

有する施設として使用する系統構成から

重大事故等対処設備としての系統構成と

すること，重大事故等発生前(通常時)の

隔離若しくは分離された状態から弁等の

操作や接続により重大事故等対処設備と

しての系統構成とすること，他の設備か

ら独立して単独で使用可能なこと，安全

機能を有する施設として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備とし

て使用すること等により，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。⑥-4 

 

２） 悪影響防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，再処理事業所内

の他の設備（安全機能を有する施設，当

該重大事故等対処設備以外の重大事故等

対処設備，ＭＯＸ燃料加工施設及びＭＯ

Ｘ燃料加工施設の重大事故等対処設備を

含む。）に対して悪影響を及ぼさない設

計とする。⑥-2 

 

重大事故等対処設備は，重大事故等にお

ける条件を考慮し，他の設備への影響と

しては，重大事故等対処設備使用時及び

待機時の系統的な影響（電気的な影響を

含む。），内部発生飛散物による影響並

びに竜巻により飛来物となる影響を考慮

し，他の設備の機能に悪影響を及ぼさな

い設計とする。⑥-3 

 

 

 

 

 

 

 

系統的な影響について重大事故等対処設

備は，弁等の操作によって安全機能を有

する施設として使用する系統構成から重

大事故等対処設備としての系統構成とす

ること，重大事故等発生前（通常時）の

隔離若しくは分離された状態から弁等の

操作や接続により重大事故等対処設備と

しての系統構成とすること，他の設備か

ら独立して単独で使用可能なこと，安全

機能を有する施設として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備とし

て使用すること等により，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。⑥-4 

  

ｂ．悪影響防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，再処理事業所内

の他の設備（安全機能を有する施設，当

該重大事故等対処設備以外の重大事故等

対処設備，ＭＯＸ燃料加工施設及びＭＯ

Ｘ燃料加工施設の重大事故等対処設備を

含む。）に対して悪影響を及ぼさない設

計とする。◇1  

 

重大事故等対処設備は，重大事故等にお

ける条件を考慮し，他の設備への影響と

しては，重大事故等対処設備使用時及び

待機時の系統的な影響（電気的な影響を

含む。），内部発生飛散物並びに竜巻に

より飛来物となる影響を考慮し，他の設

備の機能に悪影響を及ぼさない設計とす

る。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

系統的な影響について重大事故等対処設

備は，弁等の操作によって安全機能を有

する施設として使用する系統構成から重

大事故等対処設備としての系統構成とす

ること，重大事故等発生前（通常時）の

隔離若しくは分離された状態から弁等の

操作や接続により重大事故等対処設備と

しての系統構成とすること，他の設備か

ら独立して単独で使用可能なこと，安全

機能を有する施設として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備とし

て使用すること等により，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。◇1  

 

5.1.3 悪影響防止等 

(2) 共用 

常設重大事故等対処設備の各機器につい

ては，一部の敷地を共有する東海発電所

内の発電用原子炉施設において共用しな

い設計とする。ただし，共用対象の施設

ごとに要求される技術的要件（重大事故

等に対処するために必要な機能）を満た

しつつ，東海発電所内の発電用原子炉施

設と共用することにより安全性が向上

し，かつ，東海発電所内及び東海第二発

電所内の発電用原子炉施設に対して悪影

響を及ぼさない場合は，共用できる設計

とする。 

 

(4) 悪影響防止 

重大事故等対処設備は，発電用原子炉施

設（隣接する発電用原子炉施設を含

む。）内の他の設備（設計基準対象施設

及び当該重大事故等対処設備以外の重大

事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

 

 

他の設備への悪影響としては，重大事故

等対処設備使用時及び待機時の系統的な

影響（電気的な影響を含む。）並びにタ

ービンミサイル等の内部発生飛散物によ

る影響を考慮し，他の設備の機能に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

 

 

屋外の重大事故等対処設備は，風（台

風）及び竜巻による風荷重を考慮し浮き

上がり又は横滑りによって，設計基準事

故対処設備や同じ機能を有する他の重大

事故等対処設備に衝突し，損傷させるこ

とのない設計とする。 

 

系統的な影響に対しては，重大事故等対

処設備は，弁等の操作によって設計基準

対象施設として使用する系統構成から重

大事故等対処設備としての系統構成とす

ること，重大事故等発生前（通常時）の

隔離若しくは分離された状態から弁等の

操作や接続により重大事故等対処設備と

しての系統構成とすること，他の設備か

ら独立して単独で使用可能なこと，設計

基準対象施設として使用する場合と同じ

系統構成で重大事故等対処設備として使

用すること等により，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「弁等」の指す内容は，各設備

条文（第三十八～五十一条）で

具体化するため当該箇所では許

可の記載を用いた。（以下同

じ） 

【「等」の解説】 

「弁等の操作によって安全機能を

有する施設として使用する系統構

成から重大事故等対処設備として

の系統構成とすること，重大事故

等発生前（通常時）の隔離若しく

は分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備

としての系統構成とすること，他

の設備から独立して単独で使用可

能なこと，安全機能を有する施設

として使用する場合と同じ系統構

成で重大事故等対処設備として使

用すること等」の指す内容は，各

設備条文（第三十八～五十一条）

で具体化するため当該箇所では許

可の記載を用いた。（以下同じ） 

②（P19へ） 

○58 （P40 から） 
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可搬型放水砲については，前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス

固化建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋への放水により，当該設備の使用を想

定する重大事故時において必要となる屋

外の他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。⑥-5 

 

重大事故等対処設備からの内部発生飛散

物による影響については，回転機器の破

損を想定し，回転体が飛散することを防

ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。⑥-6 

 

 

 

 

重大事故等対処設備が竜巻により飛来物

となる影響については，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建屋等内に

設置又は保管することで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする，又は，風

荷重を考慮し，屋外に保管する可搬型重

大事故等対処設備は必要に応じて固縛等

の措置をとることで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。⑥-7，⑥-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，共用対象の施設

ごとに要求される技術的要件(重大事故等

に対処するために必要な機能)を満たしつ

つ，同じ敷地内に設置する MOX燃料加工

施設と共用することにより安全性が向上

し，かつ，再処理施設及び MOX燃料加工

施設に悪影響を及ぼさない場合には共用

できる設計とする。⑥-1 

また，可搬型放水砲については，前処理

建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液

ガラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋への放水により，当該設備の使

用を想定する重大事故時において必要と

なる屋外の他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。⑥-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備が竜巻により飛来物

となる影響については風荷重を考慮し，

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設

備は必要に応じて固縛等の措置をとるこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。⑥-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，共用対象の施設

ごとに要求される技術的要件（重大事故

等に対処するために必要な機能）を満た

しつつ，同じ敷地内に設置するＭＯＸ燃

料加工施設と共用することにより安全性

が向上し，かつ，再処理施設及びＭＯＸ

燃料加工施設に悪影響を及ぼさない場合

には共用できる設計とする。⑥-1 

 

また，可搬型放水砲については，前処理

建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液

ガラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋への放水により，当該設備の使

用を想定する重大事故時において必要と

なる屋外の他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。◇1  

  

重大事故等対処設備からの内部発生飛散

物による影響については，高速回転機器

の破損を想定し，回転体が飛散すること

を防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。⑥-6 

 

 

 

 

竜巻による影響を考慮する重大事故等対

処設備は，【◇1 】外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建屋等内に設置又

は保管することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする【⑥-7】，又は風

荷重を考慮し，屋外に保管する可搬型重

大事故等対処設備は必要により当該設備

の固縛等の措置をとることで，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。【◇1

】風（台風）及び竜巻に対する健全性に

ついて，「（３） 環境条件等」に記載

する。◇5  

 

放水砲については，建屋への放水によ

り，当該設備の使用を想定する重大事故

時において必要となる屋外の他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

内部発生飛散物による影響に対しては，

内部発生エネルギの高い流体を内蔵する

弁及び配管の破断，高速回転機器の破

損，ガス爆発並びに重量機器の落下を考

慮し，重大事故等対処設備がタービンミ

サイル等の発生源となることを防ぐこと

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

 

屋内の重大事故等対処設備は，風（台

風）及び竜巻による影響に対し，外部か

らの衝撃による損傷の防止が図られた施

設内に設置又は保管することで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

悪影響防止のための固縛については，位

置的分散とあいまって，浮き上がり又は

横滑りによって設計基準事故対処設備や

同じ機能を有する他の重大事故等対処設

備に衝突し，損傷させることのない設計

とするとともに，重大事故等発生時の初

動対応時間を確保するために，固縛装置

の設置箇所数を可能な限り少なくする設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備の各機器につい

ては，一部の敷地を共有する東海発電所

内の発電用原子炉施設において共用しな

い設計とする。ただし，共用対象の施設

ごとに要求される技術的要件（重大事故

等に対処するために必要な機能）を満た

しつつ，東海発電所内の発電用原子炉施

設と共用することにより安全性が向上

し，かつ，東海発電所内及び東海第二発

電所内の発電用原子炉施設に対して悪影

響を及ぼさない場合は，共用できる設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

施設が異なることによる違

い。再処理施設では放水の対

象建屋を全て記載している。 

②（P18から） 

○51 （P29 から） 

○52 （P40 から） 

【許可からの変更点】 

記載の適正化 

（以下同じ） 

○74 (P1から) 
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9.2.3 個数及び容量 

(1) 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定される

重大事故等の収束において，想定する事

象及びその事象の進展等を考慮し，重大

事故等時に必要な目的を果たすために，

事故対応手段としての系統設計を行う。

重大事故等の収束は，これらの系統又は

これらの系統と可搬型重大事故等対処設

備の組合せにより達成する。⑦-1 

 

「容量」とは，タンク容量，伝熱容量，

発電機容量，計装設備の計測範囲及び作

動信号の設定値等とする。⑦-2 

 

常設重大事故等対処設備は，重大事故等

への対処に十分に余裕がある容量を有す

る設計とするとともに，設備の機能，信

頼度等を考慮し，動的機器の単一故障を

考慮した予備を含めた個数を確保する設

計とする。⑦-3 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備のうち安全機能

を有する施設の系統及び機器を使用する

ものについては，安全機能を有する施設

の容量の仕様が，系統の目的に応じて必

要となる容量に対して十分であることを

確認した上で，安全機能を有する施設と

しての容量と同仕様の設計とする。⑦-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備のうち重大事故

等への対処を本来の目的として設置する

系統及び機器を使用するものについて

は，系統の目的に応じて必要な個数及び

容量を有する設計とする。⑦-5 

 

常設重大事故等対処設備のうち，MOX燃料

加工施設と共用する常設重大事故等対処

設備は，再処理施設及び MOX 燃料加工施

(ロ) 個数及び容量 

１） 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定される

重大事故等の収束において，想定する事

象及びその事象の進展等を考慮し，重大

事故等時に必要な目的を果たすために，

事故対応手段としての系統設計を行う。 

重大事故等の収束は，これらの系統と可

搬型重大事故等対処設備の組合せにより

達成する。⑦-1 

 

「容量」とは，タンク容量，伝熱容量，

発電機容量，計装設備の計測範囲及び作

動信号の設定値等とする。⑦-2 

 

常設重大事故等対処設備は，重大事故等

への対処に十分に余裕がある容量を有す

る設計とするとともに，設備の機能，信

頼度等を考慮し，動的機器の単一故障を

考慮した予備を含めた個数を確保する。

⑦-3 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備のうち安全機能

を有する施設の系統及び機器を使用する

ものについては，安全機能を有する施設

の容量の仕様が，系統の目的に応じて必

要となる容量に対して十分であることを

確認した上で，安全機能を有する施設と

しての容量と同仕様の設計とする。⑦-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備のうち重大事故

等への対処を本来の目的として設置する

系統及び機器を使用するものについて

は，系統の目的に応じて必要な個数及び

容量を有する設計とする。⑦-5 

 

常設重大事故等対処設備のうち，ＭＯＸ

燃料加工施設と共用する常設重大事故等

対処設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料

(２) 個数及び容量 

ａ．常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定される

重大事故等の収束において，想定する事

象及びその事象の進展等を考慮し，重大

事故等時に必要な目的を果たすために，

事故対応手段としての系統設計を行う。 

重大事故等の収束は，これらの系統と可

搬型重大事故等対処設備の組合せにより

達成する。◇1  

 

「容量」とは，タンク容量，伝熱容量，

発電機容量，計装設備の計測範囲及び作

動信号の設定値等とする。◇1  

 

常設重大事故等対処設備は，重大事故等

への対処に十分に余裕がある容量を有す

る設計とするとともに，設備の機能，信

頼度等を考慮し，動的機器の単一故障を

考慮した予備を含めた個数を確保する。

◇1  

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備のうち安全機能

を有する施設の系統及び機器を使用する

ものについては，安全機能を有する施設

の容量の仕様が，系統の目的に応じて必

要となる容量に対して十分であることを

確認した上で，安全機能を有する施設と

しての容量と同仕様の設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備のうち重大事故

等への対処を本来の目的として設置する

系統及び機器を使用するものについて

は，系統の目的に応じて必要な個数及び

容量を有する設計とする。◇1  

 

常設重大事故等対処設備のうち，ＭＯＸ

燃料加工施設と共用する常設重大事故等

対処設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料

5.1.4 容量等 

(1) 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定される

重大事故等の収束において，想定する事

象及びその事象の進展等を考慮し，重大

事故等時に必要な目的を果たすために，

事故対応手段としての系統設計を行う。 

重大事故等の収束は，これらの系統の組

合せにより達成する。 

 

 

「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容

量，伝熱容量，弁吹出量，発電機容量，

蓄電池容量，計装設備の計測範囲，作動

信号の設定値等とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備のうち設計基準

対象施設の系統及び機器を使用するもの

については，設計基準対象施設の容量等

の仕様が，系統の目的に応じて必要とな

る容量等に対して十分であることを確認

した上で，設計基準対象施設の容量等の

仕様と同仕様の設計とする。 

 

 

常設重大事故等対処設備のうち設計基準

対象施設の系統及び機器を使用するもの

で，重大事故等時に設計基準対象施設の

容量等を補う必要があるものについて

は，その後の事故対応手段と合わせて，

系統の目的に応じて必要となる容量等を

有する設計とする。 

 

常設重大事故等対処設備のうち重大事故

等への対処を本来の目的として設置する

系統及び機器を使用するものについて

は，系統の目的に応じて必要な容量等を

有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

設計方針の違い。再処理施設では，動的機器の単一故障を考慮した方針としているため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，設計基準対

象施設と兼用する常設重大事

故等対処設備であって，重大

事故等への対処の観点で容量

等の変更が必要となる設備が

ないため。 

【「等」の解説】 

「タンク容量，伝熱容量，発電機容

量，計装設備の計測範囲及び作動信

号の設定値等」の指す内容は，仕様

表で示すため当該箇所では許可の記

載を用いた。 

【「等」の解説】 

「設備の機能，信頼度等」の指す内

容は，重大事故時に設備に期待する

機能，重要度，使用時の信頼度のよ

うに個数の根拠となる事項の総称で

あり当該箇所では許可の記載を用い

た。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

記載の適正化 
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設における重大事故等の対処に必要とな

る個数及び容量を有する設計とする。⑦-

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

一つの接続口で複数の機能を兼用して使

用する場合には，それぞれの機能に必要

な容量が確保できる接続口を設ける設計

とする。⑦-7 

 

 

 

(2) 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定され

る重大事故等の収束において，想定する

事象及びその事象の進展を考慮し，事故

対応手段としての系統設計を行う。重大

事故等の収束は，これらの系統の組合せ

又はこれらの系統と常設重大事故等対処

設備の組合せにより達成する。⑦-8 

 

「容量」とは，ポンプ流量，タンク容

量，発電機容量，ボンベ容量，計測器の

計測範囲等とする。⑦-9 

 

可搬型重大事故等対処設備は，系統の目

的に応じて必要な容量に対して十分に余

裕がある容量を有する設計とするととも

に，設備の機能，信頼度等を考慮し，予

備を含めた保有数を確保する設計とす

る。⑦-10 

 

 

可搬型重大事故等対処設備のうち，複数

の機能を兼用することで，設置の効率

化，被ばくの低減が図れるものは，同時

に要求される可能性がある複数の機能に

必要な容量を合わせた設計とし，兼用で

きる設計とする。⑦-11 

 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故

等への対処に必要な個数(必要数)に加

え，予備として故障時のバックアップ及

び点検保守による待機除外時のバックア

ップを合わせて必要数以上確保する設計

とする。⑦-12 

 

加工施設における重大事故等の対処に必

要となる個数及び容量を有する設計とす

る。⑦-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，一つの接続口で複数の機能を兼用

して使用する場合には，それぞれの機能

に必要な容量が確保できる接続口を設け

る設計とする。⑦-7 

 

 

 

２） 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定され

る重大事故等の収束において，想定する

事象及びその事象の進展を考慮し，事故

対応手段としての系統設計を行う。重大

事故等の収束は，これらの系統の組合せ

又はこれらの系統と常設重大事故等対処

設備の組合せにより達成する。⑦-8 

 

「容量」とは，ポンプ流量，タンク容

量，発電機容量，ボンベ容量，計測器の

計測範囲等とする。⑦-9 

 

可搬型重大事故等対処設備は，系統の目

的に応じて必要な容量に対して十分に余

裕がある容量を有する設計とするととも

に，設備の機能，信頼度等を考慮し，予

備を含めた保有数を確保する。⑦-10 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備のうち，複数

の機能を兼用することで，設置の効率

化，被ばくの低減が図れるものは，同時

に要求される可能性がある複数の機能に

必要な容量を合わせた設計とし，兼用で

きる設計とする。⑦-11 

 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故

等への対処に必要な個数（必要数）に加

え，予備として故障時のバックアップ及

び点検保守による待機除外時のバックア

ップを合わせて必要数以上確保する。⑦-

12 

 

加工施設における重大事故等の対処に必

要となる個数及び容量を有する設計とす

る。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定され

る重大事故等の収束において，想定する

事象及びその事象の進展を考慮し，事故

対応手段としての系統設計を行う。重大

事故等の収束は，これらの系統の組合せ

又はこれらの系統と常設重大事故等対処

設備の組合せにより達成する。◇1  

 

「容量」とは，ポンプ流量，タンク容

量，発電機容量，ボンベ容量，計測器の

計測範囲等とする。◇1  

 

可搬型重大事故等対処設備は，系統の目

的に応じて必要な容量に対して十分に余

裕がある容量を有する設計とするととも

に，設備の機能，信頼度等を考慮し，予

備を含めた保有数を確保する。◇1  

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備のうち，複数

の機能を兼用することで，設置の効率

化，被ばくの低減が図れるものは，同時

に要求される可能性がある複数の機能に

必要な容量を合わせた設計とし，兼用で

きる設計とする。◇1  

 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故

等への対処に必要な個数（必要数）に加

え，予備として故障時のバックアップ及

び点検保守による待機除外時のバックア

ップを合わせて必要数以上確保する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，一つの接続口で複数の機能を兼用

して使用する場合には，それぞれの機能

に必要な容量が確保できる接続口を設け

る設計とする。同時に使用する可能性が

ある場合は，合計の容量を確保し，状況

に応じて，それぞれの系統に必要な容量

を同時に供給できる設計とする。 

 

(2) 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定され

る重大事故等の収束において，想定する

事象及びその事象の進展を考慮し，事故

対応手段としての系統設計を行う。重大

事故等の収束は，これらの系統の組合せ

により達成する。 

 

 

「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容

量，発電機容量，蓄電池容量，ボンベ容

量，計装設備の計測範囲等とする。 

 

可搬型重大事故等対処設備は，系統の目

的に応じて必要な容量等を有する設計と

するとともに，設備の機能，信頼度等を

考慮し，予備を含めた保有数を確保する

ことにより，必要な容量等に加え，十分

に余裕のある容量等を有する設計とす

る。 

 

可搬型重大事故等対処設備のうち複数の

機能を兼用することで，設置の効率化，

被ばくの低減が図れるものは，同時に要

求される可能性がある複数の機能に必要

な容量等を合わせた容量等とし，兼用で

きる設計とする。 

 

可搬型重大事故等対処設備のうち，原子

炉建屋の外から水又は電力を供給する注

水設備及び電源設備は，必要となる容量

等を有する設備を1 基当たり2 セットに

加え，故障時のバックアップ及び保守点

検による待機除外時のバックアップとし

て，発電所全体で予備を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故の発生を想定す

る場所が炉心のみの発電

炉に対し，再処理施設で

は重大事故の発生を想定

する場所が各施設に分散

し，それらに対し同時に

対処を行う必要があるこ

とから，設計の方針が異

なる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

設計方針の違い。再処理施設では，ＭＯＸ燃料加工

施設との共用を考慮した方針としているため。 

【「等」の解説】 

「ポンプ流量，タンク容量，

発電機容量，ボンベ容量，計

測器の計測範囲等」の指す内

容は，仕様表で示すため当該

箇所では許可の記載を用い

た。 

①（P17から） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故の想定の違い。再

処理施設では，複数の機器

で同時に重大事故等が発生

することが前提であり，

「重大事故等への対処に必

要な容量」として同時使用

分を見込んだ設計としてい

るため。 

○71 (P17から) 
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また，再処理施設の特徴である同時に複

数の建屋に対し対処を行うこと及び対処

の制限時間等を考慮して，建屋内及び建

屋近傍で対処するものについては，複数

の敷設ルートに対してそれぞれ必要数を

確保するとともに，建屋内に保管するホ

ースについては 1本以上の予備を含めた

個数を必要数として確保する設計とす

る。⑦-13 

 

可搬型重大事故等対処設備のうち，臨界

事故，冷却機能の喪失による蒸発乾固，

放射線分解により発生する水素による爆

発，使用済燃料貯蔵槽等の冷却機能等の

喪失に対処する設備は，安全上重要な施

設の安全機能の喪失を想定し，その範囲

が系統で機能喪失する重大事故等につい

ては，当該系統の範囲ごとに重大事故等

への対処に必要な設備を 1セット確保す

る設計とする。⑦-14 

 

ただし，安全上重要な施設の安全機能の

喪失を想定した結果，その範囲が系統で

機能喪失する重大事故等については，当

該系統の範囲ごとに重大事故等への対処

に必要な設備を 1セット確保する。⑦-15 

 

 

また，安全上重要な施設以外の施設の機

器で発生するおそれがある場合について

も同様とする。⑦-16 

 

可搬型重大事故等対処設備のうち，MOX 燃

料加工施設と共用する可搬型重大事故等

対処設備は，再処理施設及び MOX燃料加

工施設における重大事故等の対処に必要

となる個数及び容量を有する設計とす

る。⑦-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，再処理施設の特徴である同時に複

数の建屋に対し対処を行うこと及び対処

の制限時間等を考慮して，建屋内及び建

屋近傍で対処するものについては，複数

の敷設ルートに対してそれぞれ必要数を

確保するとともに，建屋内に保管するホ

ースについては１本以上の予備を含めた

個数を必要数として確保する。⑦-13 

 

 

可搬型重大事故等対処設備のうち，臨界

事故，冷却機能の喪失による蒸発乾固，

放射線分解により発生する水素による爆

発，有機溶媒等による火災又は爆発，使

用済燃料貯蔵槽等の冷却機能等の喪失に

対処する設備は，安全上重要な施設の安

全機能の喪失を想定し，その範囲が系統

で機能喪失する重大事故等については，

当該系統の範囲ごとに重大事故等への対

処に必要な設備を１セット確保する。⑦-

14 

 

 

 

 

 

 

 

また，安全上重要な施設以外の施設の機

器で発生するおそれがある場合について

も同様とする。⑦-16 

  

可搬型重大事故等対処設備のうち，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用する可搬型重大事

故等対処設備は，再処理施設及びＭＯＸ

燃料加工施設における重大事故等の対処

に必要となる個数及び容量を有する設計

とする。⑦-17 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備のうち点検保

守による待機除外時のバックアップが必

要な設備については，点検保守中に重大

事故等が発生した場合においても確実に

対処できるようにするため，同時に点検

保守を行う個数を考慮した待機除外時の

バックアップを確保する。なお，点検保

守時には待機除外時のバックアップを配

備した上で点検保守を行うものとする。

⑦-12 

 

また，再処理施設の特徴である同時に複

数の建屋に対し対処を行うこと及び対処

の制限時間等を考慮して，建屋内及び建

屋近傍で対処するものについては，複数

の敷設ルートに対してそれぞれ必要数を

確保するとともに，建屋内に保管するホ

ースについては１本以上の予備を含めた

個数を必要数として確保する。◇1  

 

 

可搬型重大事故等対処設備のうち，臨界

事故，冷却機能の喪失による蒸発乾固，

放射線分解により発生する水素による爆

発，有機溶媒等による火災又は爆発，使

用済燃料貯蔵槽等の冷却機能等の喪失に

対処する設備は，当該重大事故等が発生

するおそれがある安全上重要な施設の機

器ごとに重大事故等への対処に必要な設

備を１セット確保する。◇1  

 

 

ただし，安全上重要な施設の安全機能の

喪失を想定した結果，その範囲が系統で

機能喪失する重大事故等については，当

該系統の範囲ごとに重大事故等への対処

に必要な設備を１セット確保する。⑦-15 

 

 

また，安全上重要な施設以外の施設の機

器で発生するおそれがある場合について

も同様とする。◇1  

 

可搬型重大事故等対処設備のうち，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用する可搬型重大事

故等対処設備は，再処理施設及びＭＯＸ

燃料加工施設における重大事故等の対処

に必要となる個数及び容量を有する設計

とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，可搬型重大事故等対処設備のう

ち，負荷に直接接続する高圧窒素ボンベ

（非常用窒素供給系），逃がし安全弁用

可搬型蓄電池等は，必要となる容量等を

有する設備を1 基当たり1 セットに加

え，故障時のバックアップ及び保守点検

による待機除外時のバックアップとし

て，発電所全体で予備を確保する。 

 

 

上記以外の可搬型重大事故等対処設備

は，必要となる容量等を有する設備を1 

基当たり1 セットに加え，設備の信頼度

等を考慮し，予備を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設ではＭＯＸ燃料加工施

設との共用を考慮することとして

いるため。 

【「等」の解説】 

「再処理施設の特徴である同時に複

数の建屋に対し対処を行うこと及び

対処の制限時間等」とは，対処を実

施する場所，制限時間，体制（要

因）といった対処を成立させるため

に考慮すべき要因の総称として示し

た記載であることから許可の記載を

用いた。 

 

【許可からの変更点】 

可搬型重大事故等対処設備を使用す

る重大事故対象の明確化。 

㊷（P66から） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故の発生を想定す

る場所が炉心のみの発電

炉に対し，再処理施設で

は重大事故の発生を想定

する場所が各施設に分散

し，それらに対し同時に

対処を行う必要があるこ

とから，設計の方針が異

なる。 

【「等」の解説】 

「使用済燃料貯蔵槽等の冷却機能

等の喪失」とは，重大事故の名称で

あることから許可の記載を用いた。 
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9.2.4 環境条件等 

(1)環境条件 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因

とする重大事故等に対処するものと外的

事象を要因とする重大事故等に対処する

ものそれぞれに対して想定される重大事

故等が発生した場合における温度，圧

力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，そ

の機能が有効に発揮できるよう，その設

置場所(使用場所)及び保管場所に応じた

耐環境性を有する設計とするとともに，

操作が可能な設計とする。⑧-1 

 

 

重大事故等時の環境条件については，重

大事故等における温度，圧力，湿度，放

射線，荷重に加えて，重大事故による環

境の変化を考慮した環境温度，環境圧

力，環境湿度による影響，重大事故等時

に汽水を供給する系統への影響，自然現

象による影響，人為事象の影響及び周辺

機器等からの影響を考慮する。⑧-2 

 

 

 

 

 

荷重としては，重大事故等が発生した場

合における機械的荷重に加えて，環境温

度，環境圧力及び自然現象による荷重を

考慮する。また，同一建屋内において同

時又は連鎖して発生を想定する重大事故

等としては，冷却機能の喪失による蒸発

乾固及び放射線分解により発生する水素

による爆発を考慮する。系統的な影響を

受ける範囲において互いの事象による温

度及び圧力の影響を考慮する。⑧-3 

 

 

 

自然現象については，重大事故等時にお

ける敷地及びその周辺での発生の可能

性，重大事故等対処設備への影響度，事

象進展速度や事象進展に対する時間余裕

の観点から，重大事故等時に重大事故等

対処設備に影響を与えるおそれがある事

象として，地震，津波，風(台風)，竜

巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火

山の影響，生物学的事象，森林火災及び

塩害を選定する。⑧-4 

 

 

 

(ハ) 環境条件等 

１） 環境条件 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因

とする重大事故等に対処するものと外的

事象を要因とする重大事故等に対処する

ものそれぞれに対して想定される重大事

故等が発生した場合における温度，圧

力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，そ

の機能が有効に発揮できるよう，その設

置場所（使用場所）及び保管場所に応じ

た耐環境性を有する設計とするととも

に，操作が可能な設計とする。⑧-1 

 

 

重大事故等時の環境条件については，重

大事故等における温度，圧力，湿度，放

射線，荷重に加えて，重大事故による環

境の変化を考慮した環境温度，環境圧

力，環境湿度による影響，重大事故等時

に汽水を供給する系統への影響，自然現

象による影響，人為事象の影響及び周辺

機器等からの影響を考慮する。⑧-2 

 

 

 

 

 

荷重としては，重大事故等が発生した場

合における機械的荷重に加えて，環境温

度，環境圧力及び自然現象による荷重を

考慮する。また，同時又は連鎖して発生

を想定する重大事故等としては，冷却機

能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解

により発生する水素による爆発を考慮す

る。系統的な影響を受ける範囲において

互いの事象による温度及び圧力の影響を

考慮する。⑧-3 

 

 

 

自然現象については，重大事故等時にお

ける敷地及びその周辺での発生の可能

性，重大事故等対処設備への影響度，事

象進展速度や事象進展に対する時間余裕

の観点から，重大事故等時に重大事故等

対処設備に影響を与えるおそれがある事

象として，地震，津波，風（台風），竜

巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火

山の影響，生物学的事象，森林火災及び

塩害を選定する。⑧-4 

 

 

 

(３) 環境条件等 

ａ．環境条件 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因

とする重大事故等に対処するものと外的

事象を要因とする重大事故等に対処する

ものそれぞれに対して想定される重大事

故等が発生した場合における温度，圧

力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，そ

の機能が有効に発揮できるよう，その設

置場所（使用場所）及び保管場所に応じ

た耐環境性を有する設計とするととも

に，操作が可能な設計とする。◇1  

 

 

重大事故等時の環境条件については，重

大事故等における温度，圧力，湿度，放

射線，荷重に加えて，重大事故による環

境の変化を考慮した環境圧力，環境湿度

による影響，重大事故等時に汽水を供給

する系統への影響，自然現象による影

響，人為事象の影響及び周辺機器等から

の影響を考慮する。◇1  

 

 

 

 

 

荷重としては，重大事故等が発生した場

合における機械的荷重に加えて，環境温

度，環境圧力及び自然現象による荷重を

考慮する。また，同時に発生を想定する

重大事故等としては，冷却機能の喪失に

よる蒸発乾固及び放射線分解により発生

する水素による爆発を考慮する。系統的

な影響を受ける範囲において互いの事象

による温度及び圧力の影響を考慮する。

◇1  

なお，再処理施設において，重大事故等

が連鎖して発生することはない。◇3  

 

自然現象の選定に当たっては，地震，津

波に加え，敷地及びその周辺での発生実

績の有無に関わらず，国内外の基準や文

献等に基づき収集した洪水，風（台

風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，

落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事

象，森林火災，塩害等の事象を考慮す

る。【◇10】その上で，これらの事象のう

ち，重大事故等時における敷地及びその

周辺での発生の可能性，重大事故等対処

設備への影響度，事象進展速度や事象進

展に対する時間余裕の観点から，重大事

故等時に重大事故等対処設備に影響を与

5.1.5 環境条件等 

 

重大事故等対処設備は，想定される重大

事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重及びその他の使用条件におい

て，その機能が有効に発揮できるよう，

その設置場所（使用場所）又は保管場所

に応じた耐環境性を有する設計とすると

ともに，操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

重大事故等時の環境条件については，重

大事故等における温度（環境温度及び使

用温度），放射線及び荷重に加えて，そ

の他の使用条件として環境圧力，湿度に

よる影響，屋外の天候による影響（凍結

及び降水），重大事故等時に海水を通水

する系統への影響，自然現象による影

響，外部人為事象の影響，周辺機器等か

らの悪影響及び冷却材の性状（冷却材中

の破損物等の異物を含む。）の影響を考

慮する。 

 

 

荷重としては，重大事故等が発生した場

合における機械的荷重に加えて，環境圧

力，温度及び自然現象による荷重を考慮

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然現象について，重大事故等時に重大

事故等対処設備に影響を与えるおそれが

ある事象として，地震，津波（敷地に遡

上する津波を含む。），風（台風），竜

巻，凍結，降水，積雪及び火山の影響を

選定する。これらの事象のうち，凍結及

び降水については，屋外の天候による影

響として考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故の想定の違い。再処

理施設では，異なる種類の重

大事故等が同時に発生するこ

とを想定していることから同

時発生に対する方針を記載し

ている。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象の

違い。再処理施設では，高温，

落雷，生物学的事象，森林火災

及び塩害を考慮することとして

いるため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事

象の違い。再処理施設で

は，系統外からの異物につ

いては「重大事故等時に汽

水を供給する系統への影

響」（⑧-45，P37）におい

て考慮しているため。 

【許可からの変更点】 

重大事故等の影響範囲の明確

化。(以下同じ) 
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自然現象による荷重の組合せについて

は，地震，風(台風)，竜巻，積雪及び火

山の影響を考慮する。⑧-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人為事象については，重大事故等時にお

ける敷地及びその周辺での発生の可能

性，重大事故等対処設備への影響度，事

象進展速度や事象進展に対する時間余裕

の観点から，重大事故等時に重大事故等

対処設備に影響を与えるおそれのある事

象として，敷地内における化学物質の漏

えい及び電磁的障害を選定する。⑧-6 

なお，これらの自然現象及び人為事象に

ついては，設計基準対象施設について考

慮する「3.3 外部からの衝撃による損傷

の防止」に示す条件を考慮する。 

 

 

 

 

重大事故等の要因となるおそれとなる事

業指定(変更許可)を受けた設計基準より

厳しい条件の要因となる事象の外的事象

の地震及び火山の影響（降下火砕物によ

る積載荷重）を考慮する。⑧-7 

 

 

 

 

 

 

 

また，内的事象として，配管の全周破断

を考慮する。⑧-8 

 

 

 

 

 

自然現象による荷重の組合せについて

は，地震，風（台風），積雪及び火山の

影響を考慮する。⑧-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人為事象については，重大事故等時にお

ける敷地及びその周辺での発生の可能

性，重大事故等対処設備への影響度，事

象進展速度や事象進展に対する時間余裕

の観点から，重大事故等時に重大事故等

対処設備に影響を与えるおそれのある事

象として，電磁的障害を選定する。⑧-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等の要因となるおそれとなる

「八、ハ．（３） (ⅰ)（ａ） 重大事故

の発生を仮定する際の条件の設定及び重

大事故の発生を仮定する機器の特定」に

記載する設計基準より厳しい条件の要因

となる事象を環境条件として考慮する。

具体的には，外的事象として，地震，火

山の影響（降下火砕物による積載荷重）

を考慮する。⑧-7 

 

 

 

また，内的事象として，配管の全周破断

を考慮する。⑧-8 

えるおそれがある事象として，地震，津

波，風（台風），竜巻，凍結，高温，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災及び塩害を選定する。◇1  

 

自然現象による荷重の組合せについて

は，地震，風（台風），積雪及び火山の

影響を考慮する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人為事象としては，国内外の文献等から

抽出し，さらに事業指定基準規則の解釈

第９条に示される飛来物（航空機落

下），有毒ガス，敷地内における化学物

質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の

火災，爆発，ダムの崩壊，船舶の衝突及

び故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムを考慮する。【◇10】その上

で，これらの事象のうち，重大事故等時

における敷地及びその周辺での発生の可

能性，重大事故等対処設備への影響度，

事象進展速度や事象進展に対する時間余

裕の観点から，重大事故等時に重大事故

等対処設備に影響を与えるおそれのある

事象として，電磁的障害を選定する。◇1  

 

重大事故等の要因となるおそれとなる

「添付書類八 6．6.1 重大事故の発生

を仮定する際の条件の設定及び重大事故

の発生を仮定する機器の特定」に記載す

る設計基準より厳しい条件の要因となる

事象を環境条件として考慮する。具体的

には，外的事象として，地震，火山の影

響（降下火砕物による積載荷重，フィル

タの目詰まり等），森林火災，草原火

災，干ばつ，積雪及び湖若しくは川の水

位降下を考慮する。◇3  

 

また，内的事象として，動的機器の多重

故障，長時間の全交流動力電源の喪失及

 

 

 

 

 

自然現象による荷重の組合せについて

は，地震，津波（敷地に遡上する津波を

含む。），風（台風），積雪及び火山の

影響を考慮する。 

 

これらの環境条件のうち，重大事故等時

における環境温度，環境圧力，湿度によ

る影響，屋外の天候による影響（凍結及

び降水），重大事故等時の放射線による

影響及び荷重に対しては，重大事故等対

処設備を設置（使用）又は保管する場所

に応じて，「(1) 環境圧力，環境温度及

び湿度による影響，放射線による影響，

屋外の天候による影響（凍結及び降水）

並びに荷重」に示すように設備分類ごと

に必要な機能を有効に発揮できる設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

後述の(1)の読み込み（宣

言）であるため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事

象の違い。再処理施設で

は，人為事象についても考

慮することとしているた

め。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象の違い。再

処理施設では，「設計基準より厳しい条

件の要因となる事象」を設計上考慮する

こととしているため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

立地的特徴の違い。再処理

施設では，津波（敷地に遡

上する津波を含む。）に対

しては，「3.2 津波によ

る損傷の防止」のとおり，

影響がない場所に設置又は

保管する設計であることか

ら，荷重を考慮する必要が

無いため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象

の違い。再処理施設では，

「配管の全周破断」を設計上

考慮することとしているた

め。 

【許可からの変更点】 

考慮する事象の明確化。 

【許可からの変更点】 

考慮する事象の明確化。 
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周辺機器等からの影響としては，地震，

火災，溢水，化学薬品漏えいによる波及

的影響及び内部発生飛散物を考慮する。

また，同時に発生する可能性のある MOX

燃料加工施設における重大事故等による

影響についても考慮する。⑧-9 

 

 

 

 

 

 

a.常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定される

重大事故等が発生した場合における温

度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮

し，その機能が有効に発揮できるよう，

その設置場所(使用場所)に応じた耐環境

性を有する設計とする。⑧-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備のうち，放射線

分解により発生する水素による爆発の発

生及びリン酸トリブチル(以下「TBP」と

いう。)又はその分解生成物であるリン酸

ジブチル，リン酸ブチル(以下「TBP等」

という。)と硝酸，硝酸ウラニル又は硝酸

プルトニウムの錯体(以下「TBP 等の錯

体」という。)の急激な分解反応の発生を

 

 

 

 

周辺機器等からの影響としては，地震，

火災，溢水及び化学薬品漏えいによる波

及的影響及び内部発生飛散物を考慮す

る。また，同時に発生する可能性のある

ＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等

による影響についても考慮する。⑧-9 

 

 

 

 

 

 

ⅰ） 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定される

重大事故等が発生した場合における温

度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮

し，その機能が有効に発揮できるよう，

その設置場所（使用場所）に応じた耐環

境性を有する設計とする。⑧-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射線分解により発生する水素による爆

発の発生及びりん酸三ブチル（以下「Ｔ

ＢＰ」という。）又はその分解生成物で

あるりん酸二ブチル，りん酸一ブチル

（以下「ＴＢＰ等」という。）と硝酸，

硝酸ウラニル又は硝酸プルトニウムの錯

体（以下「ＴＢＰ等の錯体」という。）

による急激な分解反応の発生を想定する

び配管の全周破断を考慮する。◇3  

 

 

 

周辺機器等からの影響としては，地震，

火災，溢水，化学薬品漏えいによる波及

的影響及び内部発生飛散物を考慮する。

また，同時に発生する可能性のあるＭＯ

Ｘ燃料加工施設における重大事故等によ

る影響についても考慮する。◇1  

 

 

 

 

 

 

(ａ) 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定される

重大事故等が発生した場合における温

度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮

し，その機能が有効に発揮できるよう，

その設置場所（使用場所）に応じた耐環

境性を有する設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射線分解により発生する水素による爆

発の発生及びＴＢＰ等の錯体による急激

な分解反応の発生を想定する機器につい

ては，瞬間的に上昇する温度及び圧力の

影響により必要な機能を損なわない設計

とする。◇1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 環境圧力，環境温度及び湿度による

影響，放射線による影響，屋外の天候に

よる影響（凍結及び降水）並びに荷重 

 

 

原子炉格納容器内の重大事故等対処設備

は，想定される重大事故等時における原

子炉格納容器内の環境条件を考慮した設

計とする。 

また，地震による荷重を考慮して，機能

を損なわない設計とする。 

操作は中央制御室から可能な設計とす

る。 

原子炉建屋原子炉棟内の重大事故等対処

設備は，想定される重大事故等時におけ

る環境条件を考慮する。 

また，地震による荷重を考慮して，機能

を損なわない設計とするとともに，可搬

型重大事故等対処設備は，必要により当

該設備の落下防止，転倒防止及び固縛の

措置をとる。 

操作は中央制御室，異なる区画若しくは

離れた場所又は設置場所で可能な設計と

する。 

原子炉建屋付属棟内（中央制御室を含

む。），緊急時対策所建屋内，常設代替

高圧電源装置置場（地下階）内，格納容

器圧力逃がし装置格納槽内，常設低圧代

替注水系格納槽内，緊急用海水ポンプピ

ット内及び立坑内の重大事故等対処設備

は，重大事故等時におけるそれぞれの場

所の環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③（P37ヘ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

地震による荷重を考慮した

設計方針は後述（⑧-15，

P26）しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事

象の違い。再処理施設で

は，再処理施設特有の重大

事故を考慮することとして

いるため。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象

の違い。再処理施設では，周

辺機器等からの影響を考慮す

ることとしているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

操作に関する記載について

は，「9.2.5 操作性及び試

験・検査性」（⑪-8，P58）

にて記載しているため。 

㊿（P55へ） 

【許可からの変更点】 

技術基準規則の解釈(第 41条 1

項)の要求における物質名称と整

合をとるため，記載を変更した。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 
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想定する機器については，瞬間的に上昇

する内部流体温度及び内部流体圧力の影

響により重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。⑧-11 

 

 

使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止

の対処に係る常設重大事故等対処設備

は，重大事故等時における使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿

度，環境圧力及び放射線を考慮した設計

とする。⑧-12 

 

同一建屋内において同時に発生を想定す

る冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放

射線分解により発生する水素による爆発

に対して，これらの重大事故等に対処す

るための常設重大事故等対処設備は，系

統的な影響を受ける範囲において互いの

重大事故等による温度，圧力，湿度，放

射線及び荷重に対して，重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。⑧-13 

 

重大事故等時に汽水を供給する系統への

影響に対して常時汽水を通水するコンク

リート構造物については，腐食を考慮し

た設計とする。⑧-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震に対して常設重大事故等対処設備

は，「3.1 地震による損傷の防止」に記

載する地震力による荷重を考慮して，重

大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。⑧-15 

 

 

機器については，瞬間的に上昇する温度

及び圧力の影響により必要な機能を損な

わない設計とする。⑧-11 

 

 

 

使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止

の対処に係る常設重大事故等対処設備

は，重大事故等時における使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿度

を考慮した設計とする。⑧-12 

 

 

同時に発生を想定する冷却機能の喪失に

よる蒸発乾固及び放射線分解により発生

する水素による爆発に対して常設重大事

故等対処設備は，系統的な影響を受ける

範囲において互いの事象による温度，圧

力及び湿度に対して，機能を損なわない

設計とする。⑧-13，44 

 

 

 

 

重大事故等時に汽水を供給する系統への

影響に対して常時汽水を通水するコンク

リート構造物については，腐食を考慮し

た設計とする。⑧-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震に対して常設重大事故等対処設備

は，「ロ．（５）(ⅱ) 重大事故等対処

施設の耐震設計」に記載する地震力によ

る荷重を考慮して，機能を損なわない設

計とする。⑧-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止

の対処に係る常設重大事故等対処設備

は，重大事故等時における使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋内の環境条件を考慮した

設計とする。◇1  

 

 

同時に発生を想定する冷却機能の喪失に

よる蒸発乾固及び放射線分解により発生

する水素による爆発に対して常設重大事

故等対処設備は，系統的な影響を受ける

範囲において互いの事象による温度，圧

力及び湿度に対して，機能を損なわない

設計とする。◇1  

 

 

 

 

重大事故等時に汽水を供給する系統への

影響に対して常時汽水を通水するコンク

リート構造物については，腐食を考慮し

た設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備の操作は，制御

建屋の中央制御室，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室又は設置場所

で可能な設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

地震に対して常設重大事故等対処設備

は，「1.6.2 重大事故等対処施設の耐震

設計」に記載する地震力による荷重を考

慮して，機能を損なわない設計とする。

◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 海水を通水する系統への影響 

海水を通水する系統への影響に対して

は，常時海水を通水する，海に設置する

又は海で使用する安全施設及び重大事故

等対処設備は耐腐食性材料を使用する。

常時海水を通水するコンクリート構造物

については，腐食を考慮した設計とす

る。また，使用時に海水を通水する重大

事故等対処設備は，海水の影響を考慮し

た設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  環境圧力、環境温度及び湿度によ

る影響、放射線による影響、屋外の天候

等による影響並びに荷重 

(中略) 
また，地震，津波（敷地に遡上する津波

を含む。），積雪及び火山の影響による

荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，可搬型重大事故等対処設

備については，地震後においても機能及

び性能を保持する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧-44（P37へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

設計上考慮する対象の明

確化。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故の想定の違い。再処理施設

では，異なる種類の重大事故等が同

時に発生することを想定しているこ

とから同時発生に対する方針を記載

している。 

⑥（P33から） 

【許可からの変更点】 

設計上考慮する対象の明確化。 

㊺（P55へ） 

⑤（P51から） 

【許可からの変更点】 

設計上考慮する対象の明確化。 

【許可からの変更点】 

温度，圧力，湿度，放射線

及び荷重を考慮する設計と

する対象の明確化。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

表現の統一化。（以下同じ） 

⑯（P29）から 
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また，事業指定(変更許可)を受けた設計

基準より厳しい条件の要因となる外的事

象のうち地震に対して，地震を要因とす

る重大事故等に対処するために重大事故

等時に機能を期待する常設重大事故等対

処設備は， 「9.2.6 地震を要因とする

重大事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とする。⑧-16 

 

さらに，地震に対して常設重大事故等対

処設備は，当該設備周辺の機器等からの

波及的影響によって重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。

また，当該設備周辺の資機材の落下，転

倒による損傷を考慮して，当該設備周辺

の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の

措置を行う設計とする。⑧-17 

 

 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，地震により機能が損なわれる

場合，代替設備により必要な機能を確保

すること，安全上支障のない期間で修理

の対応を行うこと，関連する工程の停止

等又はこれらを適切に組み合わせること

により，機能を損なわない設計とする。

代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理の対応

を行うこと，関連する工程を停止するこ

と等については，保安規定に定めて，管

理する。⑧-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，設計基準より厳しい条件の要因と

なる外的事象のうち地震に対して，地震

を要因とする重大事故等に対処するため

に重大事故等時に機能を期待する常設重

大事故等対処設備は， 「（ホ） 地震を

要因とする重大事故等に対する施設の耐

震設計」に基づく設計とする。⑧-16 

 

 

また，地震に対して常設重大事故等対処

設備は，当該設備周辺の機器等からの波

及的影響によって機能を損なわない設計

とするとともに，当該設備周辺の資機材

の落下，転倒による損傷を考慮して，当

該設備周辺の資機材の落下防止，転倒防

止，固縛の措置を行う。⑧-17 

 

 

 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，地震により機能が損なわれる

場合，代替設備により必要な機能を確保

すること，安全上支障のない期間での修

理の対応を行うこと，関連する工程の停

止等又はこれらを適切に組み合わせるこ

とにより，その機能を確保する。⑧-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

外的事象の地震を要因とする重大事故等

に対する常設重大事故等対処設備は,

「(５) 地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計」に基づく設計と

する。◇1  

  

 

 

 

周辺機器等からの影響について，地震に

対して常設重大事故等対処設備は，当該

設備周辺の機器等からの波及的影響によ

って機能を損なわない設計とする。 

また，当該設備周辺の資機材の落下，転

倒による損傷を考慮して，当該設備周辺

の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の

措置を行う。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，地震による荷重を考慮して，機能

を損なわない設計とするとともに，可搬

型重大事故等対処設備は，必要により当

該設備の落下防止，転倒防止及び固縛の

措置をとる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作は中央制御室，異なる区画若しくは

離れた場所又は設置場所で可能な設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象の

違い。再処理施設では，周辺機

器等からの影響を考慮すること

としているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象の

違い。再処理施設では，「設計

基準事故において想定した条件

より厳しい条件の要因となる事

象」を設計上考慮することとし

ているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故等の想定の違い。再処

理施設では，内的事象を要因と

して発生する重大事故に対する

設備を設計要求から除外してい

るため。 

⑦（P33から） 

⑧（P34から） 

④（P37）へ 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

㊿(P25)と重複記載。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化 
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溢水及び化学薬品の漏えいに対して常設

重大事故等対処設備は，想定する溢水量

及び化学薬品漏えいに対して，機能を損

なわない高さへの設置，被水防護及び被

液防護を行うことにより，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計と

する。⑧-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災に対して常設重大事故等対処設備

は，「5．火災等による損傷の防止」に基

づく設計とすることにより，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。⑧-20 

 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，溢水，化学薬品漏えい及び火

災による損傷を考慮して，代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支

障のない期間で修理の対応を行うこと，

関連する工程の停止等又はこれらを適切

に組み合わせることにより，機能を損な

わない設計とする。代替設備により必要

な機能を確保すること，安全上支障のな

い期間で修理の対応を行うこと，関連す

る工程を停止すること等については，保

安規定に定めて，管理する。⑧-21 

 

 

 

 

津波に対して常設重大事故等対処設備

は，「3.2 津波による損傷の防止」に基

づく設計とする。⑧-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水及び化学薬品の漏えいに対して常設

重大事故等対処設備は，想定する溢水量

及び化学薬品漏えいに対して常設重大事

故等対処設備は，機能を損なわない高さ

への設置，被水防護及び被液防護を行う

ことにより，重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。⑧-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災に対して常設重大事故等対処設備

は，「ロ．（４）(ⅱ) 重大事故等対処

施設の火災及び爆発防止」に基づく設計

とすることにより，重大事故等に対処す

るための機能を損なわない設計とする。

⑧-20 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，溢水，化学薬品漏えい及び火

災による損傷及び内部発生飛散物を考慮

して，代替設備により必要な機能を確保

すること，安全上支障のない期間で修理

等の対応を行うこと，関連する工程の停

止等又はそれらを適切に組み合わせるこ

とで，重大事故等に対処するための機能

を損なわない設計とする。⑧-21 

 

 

 

 

 

 

 

津波に対して常設重大事故等対処設備

は，「ロ．（６） 耐津波設計」に基づ

く設計とする。⑧-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定する溢水量に対して常設重大事故等

対処設備は，機能を損なわない高さへの

設置，被水防護を行う。◇1  
化学薬品漏えいに対して屋内の常設重大

事故等対処設備は，想定される化学薬品

漏えいにより機能を損なわないよう，化

学薬品漏えい量を考慮した高さへの設

置，被液防護を行う。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

火災に対して常設重大事故等対処設備

は，「1.5.2 重大事故等対処施設に対す

る火災及び爆発の防止に関する設計」に

基づく設計とする。◇1  

 

 

 

ただし，安全上重要な施設以外の安全機

能を有する施設と兼用する常設重大事故

等対処設備は，溢水，化学薬品漏えい及

び火災に対して，これら事象による損傷

を考慮して，代替設備により必要な機能

を確保すること，安全上支障のない期間

での修理の対応を行うこと又はこれらを

適切に組み合わせることにより，その機

能を確保する。また，上記機能が確保で

きない場合に備え，関連する工程を停止

する等の手順を整備する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

津波に対して常設重大事故等対処設備

は，「1.8 耐津波設計」に基づく設計と

する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)周辺機器等からの悪影響 

(中略) 

溢水に対しては，重大事故等対処設備

は，想定される溢水により機能を損なわ

ないように，重大事故等対処設備の設置

区画の止水対策等を実施する。 

 

 

 

 

(4)周辺機器等からの悪影響 

(中略) 
地震による荷重を含む耐震設計について

は，「2.1 地震による損傷の防止」に，

津波（敷地に遡上する津波を含む。）に

よる荷重を含む耐津波設計については，

「2.2 津波による損傷の防止」に，火災

防護については，「3.1 火災による損傷

の防止」に基づく設計とし，それらの事

象による波及的影響により重大事故等に

対処するために必要な機能を損なわない

設計とする。 

 

地震起因以外の火災による影響に対して

は，重大事故等対処設備は，火災発生防

止，感知・消火による火災防護対策を行

うことで，また，地震起因以外の溢水に

よる影響に対しては，想定する重大事故

等対処設備の破損等により生じる溢水に

対する防護対策を行うことで，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

(4)周辺機器等からの悪影響 

(中略) 
地震による荷重を含む耐震設計について

は，「2.1 地震による損傷の防止」に，

津波（敷地に遡上する津波を含む。）に

よる荷重を含む耐津波設計については，

「2.2 津波による損傷の防止」に，火災

防護については，「3.1 火災による損傷

の防止」に基づく設計とし，それらの事

象による波及的影響により重大事故等に

対処するために必要な機能を損なわない

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧-21（P33へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故等の想定の違い。再

処理施設では，内的事象を要

因として発生する重大事故に

対する設備を設計要求から除

外しているため。 

⑩（P53から） 

⑫（P54から） 

⑨（P34から） 

⑪（P34から） 

⑬（P34から） 

⑭（P33から） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象の

違い。再処理施設では，化学薬

品漏えいを考慮することとして

いるため。 

⑫（P54から） 

○59 （P54 から） 

【許可からの変更点】 

表現の適正化。 

【許可からの変更点】 

文章の適正化。 

（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は、地震起因

以外で溢水源になり得る

重大事故等対処設備がな

いため。 

1930



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十六条 （重大事故等対処設備）（29 / 78） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内の常設重大事故等対処設備は，風(台

風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪及び

火山の影響に対して外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御

建屋，非常用電源建屋，主排気筒管理建

屋，第１保管庫・貯水所，第２保管庫・

貯水所，緊急時対策建屋及び洞道に設置

し，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。⑧-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外の常設重大事故等対処設備は，風(台

風)，竜巻，積雪及び火山の影響に対し

て，風(台風)及び竜巻による風荷重，積

雪荷重及び降下火砕物による積載荷重に

より重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。⑧-24 

 

凍結，高温及び降水に対して屋外の常設

重大事故等対処設備は，凍結防止対策，

高温防止対策及び防水対策により，重大

事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。⑧-25 

 

屋内の常設重大事故等対処設備は，風

（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積

雪及び火山の影響に対して，外部からの

衝撃による損傷を防止できる前処理建

屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋，制御建屋，非常用電源建屋，主排

気筒管理建屋，第１保管庫・貯水所，第

２保管庫・貯水所，緊急時対策建屋及び

洞道に設置し，重大事故等に対処するた

めの機能を損なわない設計とする。⑧-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外の常設重大事故等対処設備は，風

（台風），竜巻，積雪及び火山の影響に

対して，風（台風）及び竜巻による風荷

重，積雪荷重及び降下火砕物による積載

荷重により重大事故等に対処するための

機能を損なわない設計とする。⑧-24 

 

凍結，高温及び降水に対して屋外の常設

重大事故等対処設備は，凍結防止対策，

高温防止対策及び防水対策により，重大

事故等に対処するための機能を損なわな

い設計とする。⑧-25 

 

風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，

積雪，火山の影響，生物学的事象，森林

火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷

地内における化学物質の漏えい，近隣工

場等の火災及び爆発に対して常設重大事

故等対処設備は，建屋等に設置し，外部

からの衝撃による損傷を防止できる設計

とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響

に対して屋外の常設重大事故等対処設備

は，風（台風）及び竜巻による風荷重，

積雪荷重及び降下火砕物による積載荷重

により機能を損なわない設計とする。◇1  

 

 

凍結，高温及び降水に対して屋外の常設

重大事故等対処設備は，凍結対策，高温

対策及び防水対策により機能を損なわな

い設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内の重大事故等対処設備は，風（台

風）及び竜巻による影響に対し，外部か

らの衝撃による損傷の防止が図られた施

設内に設置又は保管することで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ時，

使用済燃料プールにおける重大事故に至

るおそれのある事故又は主蒸気管破断事

故起因の重大事故等時に使用する設備に

ついては，これらの環境条件を考慮した

設計とするか，これらの環境影響を受け

ない区画等に設置する。 

特に，使用済燃料プール監視カメラは，

使用済燃料プールに係る重大事故等時に

使用するため，その環境影響を考慮し

て，空気を供給し冷却することで耐環境

性向上を図る設計とする。 

屋外及び常設代替高圧電源装置置場（地

上階）の重大事故等対処設備は，重大事

故等時における屋外の環境条件を考慮し

た設計とする。 

操作は中央制御室，離れた場所又は設置

場所で可能な設計とする。 

 

 

 

 

また，地震，津波（敷地に遡上する津波

を含む。），積雪及び火山の影響による

荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，可搬型重大事故等対処設

備については，地震後においても機能及

び性能を保持する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

インターフェイスシステム

ＬＯＣＡは、発電炉特有の

事象であるため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮す

る事象の違い。再処理

施設では，風（台

風），竜巻についても

考慮することとしてい

るため。 

⑯（P26）へ 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，地震，津

波（敷地に遡上する津波を

含む。）は，それぞれの設

計方針を個別で記載してい

るため。 

○51 （P19 へ） 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉は環境条件にお

ける全ての事象をまと

めて設計方針を記載し

ているのに対し，再処

理施設は，各事象に対

して設計方針を記載し

ているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の，他の設備へ悪影響を

及ぼさない設計とすることにつ

いては，「9.2.2 多様性，位

置的分散，悪影響防止等」に

て記載しているため。 

○53 （P55 へ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象の

違い。再処理施設では，凍結，

高温及び降水を考慮することと

しているため。 
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ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，風(台風)，竜巻，積雪，火山

の影響，凍結，高温及び降水により機能

が損なわれる場合，代替設備により必要

な機能を確保すること，安全上支障のな

い期間で修理の対応を行うこと，関連す

る工程の停止等又はこれらを適切に組み

合わせることにより，機能を損なわない

設計とする。代替設備により必要な機能

を確保すること，安全上支障のない期間

で修理の対応を行うこと，関連する工程

を停止すること等については，保安規定

に定めて，管理する。⑧-26 

 

 

 

 

落雷に対して外部電源系統からの電気の

供給の停止及び非常用所内電源設備から

の電源の喪失(以下「全交流動力電源喪

失」という。)を要因とせずに発生する重

大事故等に対処する常設重大事故等対処

設備は，直撃雷及び間接雷を考慮した設

計とする。⑧-27 

 

直撃雷に対して，当該設備自体が構内接

地網と連接した避雷設備を有する設計と

する又は構内接地網と連接した避雷設備

を有する建屋等に設置することにより，

重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。⑧-28 

 

間接雷に対して，雷サージによる影響を

軽減することにより，重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とす

る。⑧-29 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，落雷により機能が損なわれる

場合，代替設備により必要な機能を確保

すること，安全上支障のない期間で修理

の対応を行うこと，関連する工程の停止

等又はこれらを適切に組み合わせること

により，機能を損なわない設計とする。

代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理の対応

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，風（台風），竜巻，積雪，火

山の影響，凍結，高温，降水及び航空機

落下により機能が損なわれる場合，代替

設備により必要な機能を確保すること，

安全上支障のない期間での修理の対応を

行うこと，関連する工程の停止等又はこ

れらを適切に組み合わせることにより，

その機能を確保する。⑧-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

落雷に対して全交流動力電源喪失を要因

とせずに発生する重大事故等に対処する

常設重大事故等対処設備は，直撃雷及び

間接雷を考慮した設計を行う。⑧-27 

 

 

 

 

直撃雷に対して，当該設備は当該設備自

体が構内接地網と連接した避雷設備を有

する設計とする又は構内接地網と連接し

た避雷設備を有する建屋等に設置するこ

とにより，重大事故等に対処するための

機能を損なわない設計とする。⑧-28 

 

間接雷に対して，当該設備は雷サージに

よる影響を軽減することにより，重大事

故等に対処するための機能を損なわない

設計とする。⑧-29 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，落雷により機能が損なわれる

場合，代替設備により必要な機能を確保

すること，安全上支障のない期間での修

理の対応を行うこと，関連する工程の停

止等又はこれらを適切に組み合わせるこ

とにより，その機能を確保する。⑧-30 

 

 

 

自然現象及び人為事象に対して内的事象

を要因とする重大事故等へ対処する常設

重大事故等対処設備のうち安全上重要な

施設以外の安全機能を有する施設と兼用

する常設重大事故等対処設備は，当該設

備が地震，風（台風），竜巻，積雪，落

雷，火山の影響，凍結，高温，降水及び

航空機落下により機能が損なわれる場

合，代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障のない期間での修理

の対応を行うこと又はこれらを適切に組

み合わせることにより，その機能を確保

する。また，上記機能が確保できない場

合に備え，関連する工程を停止する等の

手順を整備する。◇1  

 

 

 

 

 

落雷に対して全交流動力電源喪失を要因

とせずに発生する重大事故等に対処する

常設重大事故等対処設備は，直撃雷及び

間接雷を考慮した設計を行う。◇1  

 

 

 

 

直撃雷に対して，当該設備は当該設備自

体が構内接地網と連接した避雷設備を有

する設計とする又は構内接地網と連接し

た避雷設備を有する建屋等に設置する。

◇1  

 

 

間接雷に対して，当該設備は雷サージに

よる影響を軽減できる設計とする。◇1  

 

 

 

自然現象及び人為事象に対して内的事象

を要因とする重大事故等へ対処する常設

重大事故等対処設備のうち安全上重要な

施設以外の安全機能を有する施設と兼用

する常設重大事故等対処設備は，当該設

備が地震，風（台風），竜巻，積雪，落

雷，火山の影響，凍結，高温，降水及び

航空機落下により機能が損なわれる場

合，代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障のない期間での修理

の対応を行うこと又はこれらを適切に組

み合わせることにより，その機能を確保

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象の

違い。再処理施設では，落雷を

考慮することとしているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故等の想定の違い，再処理施設で

は，内的事象を要因として発生する重大

事故に対する設備を設計要求から除外し

ているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故等の想定の違い，再処理施設で

は，内的事象を要因として発生する重大

事故に対する設備を設計要求から除外し

ているため。 

⑰（P34から） 

⑱（P33から） 

⑰（P33から） 

【許可からの変更点】 

航空機落下は人為事象として考

慮していないことから削除。 

【許可からの変更点】 

「全交流動力電源喪失」

を定義した。 

【許可からの変更点】 

前述から続いている文書である

ため削除した。（以下同じ） 
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を行うこと，関連する工程を停止するこ

と等については，保安規定に定めて，管

理する。⑧-30 

 

 

 

生物学的事象に対して常設重大事故等対

処設備は，鳥類，昆虫類及び小動物の侵

入を考慮し，これら生物の侵入を防止又

は抑制することにより，重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。⑧-31 

 

森林火災に対して常設重大事故等対処設

備は，防火帯の内側に設置することによ

り，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 

また，森林火災からの輻射強度の影響を

考慮した場合においても，離隔距離の確

保等により，常設重大事故等対処設備の

重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。⑧-32 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，森林火災発生時に消防車によ

る事前散水による延焼防止を図るととも

に代替設備により機能を損なわない設計

とする。消防車による事前散水を含む火

災防護計画を，保安規定に定めて，管理

する。⑧-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

塩害に対して屋内の常設重大事故等対処

設備は，換気設備の建屋給気ユニットへ

の粒子フィルタの設置，直接外気を取り

込む施設の防食処理により，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。⑧-34 

また，屋外の常設重大事故等対処設備

は，屋外施設の塗装等による腐食防止対

策又は受電開閉設備の絶縁性の維持対策

により，重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。⑧-35 

 

 

 

 

 

 

 

生物学的事象に対して常設重大事故等対

処設備は，鳥類，昆虫類及び小動物の侵

入を考慮し，これら生物の侵入を防止又

は抑制することにより，重大事故等に対

処するための機能を損なわない設計とす

る。⑧-31 

 

森林火災に対して常設重大事故等対処設

備は，防火帯の内側に設置することによ

り，重大事故等に対処するための機能を

損なわない設計とする。 

また，森林火災からの輻射強度の影響を

考慮した場合においても，離隔距離の確

保等により，常設重大事故等対処設備の

重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。⑧-32 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，森林火災発生時に消防車によ

る事前散水による延焼防止を図るととも

に代替設備により機能を損なわない設計

とする。⑧-33 

 

森林火災に対して外的事象を要因として

発生した場合に対処するための可搬型重

大事故等対処設備を確保しているもの

は，可搬型重大事故等対処設備により重

大事故等に対処するための機能を損なわ

ない設計とするとともに，損傷防止措置

として消防車による事前散水による延焼

防止の措置により機能を維持する。⑧-33 

 

塩害に対して屋内の常設重大事故等対処

設備は，換気設備の建屋給気ユニットへ

の粒子フィルタの設置，直接外気を取り

込む施設の防食処理により，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。⑧-34 

また，屋外の常設重大事故等対処設備

は，屋外施設の塗装等による腐食防止対

策又は受電開閉設備の絶縁性の維持対策

により，重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。⑧-35 

 

する。また，上記機能が確保できない場

合に備え，関連する工程を停止する等の

手順を整備する。◇1  

 

 

 

生物学的事象に対して屋外の常設重大事

故等対処設備は，鳥類，昆虫類及び小動

物の侵入を考慮し，これら生物の侵入を

防止又は抑制できる設計とする。◇1  

 

 

 

森林火災に対して屋外の常設重大事故等

対処設備は，防火帯の内側に設置するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。◇1  

また，森林火災からの輻射強度の影響を

考慮した場合においても，離隔距離の確

保等により，常設重大事故等対処設備の

重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。◇1  

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，森林火災発生時に消防車によ

る事前散水による延焼防止を図るととも

に代替設備により機能を損なわない設計

とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塩害に対して屋外の常設重大事故等対処

設備は，再処理事業所の敷地が海岸から

約４ｋｍ離れており，また，短期的に影

響を及ぼすものではなく，その影響は小

さいことから，設計上の考慮は不要とす

る。◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に

対して屋外の常設重大事故防止設備は，

侵入防止対策により重大事故等に対処す

るために必要な機能が損なわれるおそれ

のない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故等の想定の違い，再処理施設で

は内的事象を要因として発生する重大事

故に対する設備を設計要求から除外して

いるため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象の違い。再

処理施設では塩害を考慮することとして

いるため。 

【許可からの変更点】 

事前散水について火災防護計画に含める

ことを明確化。 

【「等」の解説】 

「塗装等」とは防食処理対策の総称

として示した記載であることから許

可の記載を用いた。（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象の違い。再

処理施設では，森林火災を考慮すること

としているため。 

㊾（P8から） 

○72 (P9から) 

【「等」の解説】 

離隔距離の確保等とは，防火体の内側へ

の設置，建屋による防護であり添付書類

で示すため，当該箇所では許可の記載を

用いた。 
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敷地内における化学物質の漏えいに対し

て屋外の常設重大事故等対処設備は，機

能を損なわない高さへの設置，被液防護

を行うことにより，重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。

⑧-36 

 

電磁的障害に対して常設重大事故等対処

設備は，重大事故等時においても電磁波

により重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。⑧-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地内の化学物質漏えいに対して屋外の

常設重大事故等対処設備は，機能を損な

わない高さへの設置，被液防護を行うこ

とにより，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。⑧-36 

 

 

電磁的障害に対して常設重大事故等対処

設備は，重大事故等時においても電磁波

により機能を損なわない設計とする。⑧-

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

航空機落下については，三沢対地訓練区

域で訓練飛行中の航空機が施設に墜落す

ることを想定した防護設計の有無を踏ま

えた航空機落下確率評価の結果，再処理

施設への航空機落下は考慮する必要がな

いことから，航空機落下に対して屋外の

常設重大事故等対処設備は，設計上の考

慮は不要とする。◇3  

 

有毒ガスについては，再処理施設周辺の

固定施設で発生する可能性のある有毒ガ

スとしては，六ヶ所ウラン濃縮工場から

漏えいする六ふっ化ウランが加水分解し

て発生するふっ化ウラニル及びふっ化水

素を考慮するが，重大事故等対処設備が

有毒ガスにより影響を受けることはない

ことから，有毒ガスに対して屋外の常設

重大事故等対処設備は，設計上の考慮は

不要とする。◇3  

 

化学物質の漏えいについては，機能を損

なわない高さへの設置，被液防護を行う

ことにより，機能を損なわない設計とす

る。◇1  

 

 

 

電磁的障害に対して常設重大事故等対処

設備は，重大事故等時においても電磁波

により機能を損なわない設計とする。◇1  

 

 

近隣工場の火災，爆発については，石油

備蓄基地火災，ＭＯＸ燃料加工施設の第

１高圧ガストレーラ庫の爆発を考慮する

が，石油備蓄基地火災の影響は小さいこ

と，ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガス

トレーラ庫からの離隔距離が確保されて

いることから，近隣工場等の火災及び爆

発に対して屋外の常設重大事故等対処設

備は，設計上の考慮は不要とする。◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） 電磁波による影響 

(中略) 
外部人為事象のうち重大事故等対処設備

に影響を与えるおそれがある事象として

選定する電磁的障害に対しては，重大事

故等対処設備は，重大事故等時において

も電磁波により機能を損なわない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象の違い。再

処理施設では，敷地内の化学物質漏えい

を考慮することとしているため。 

㉑（P52から） 

⑳（P34から） 
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自然現象及び人事象に対して内的事象を

要因とする重大事故等へ対処する常設重

大事故等対処設備のうち安全上重要な施

設以外の安全機能を有する施設と兼用す

る常設重大事故等対処設備は，当該設備

が地震，風（台風），竜巻，積雪，落

雷，火山の影響，凍結，高温，降水及び

航空機落下により機能が損なわれる場

合，代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障のない期間での修理

の対応を行うこと又はこれらを適切に組

み合わせることにより，その機能を確保

する。また，上記機能が確保できない場

合に備え，関連する工程を停止する等の

手順を整備する。◇1  

 

 

 

地震に対して常設重大事故等対処設備

は，「1.6.2 重大事故等対処施設の耐震

設計」に記載する地震力による荷重を考

慮して，機能を損なわない設計とする。 

◇1  

 

 

 

外的事象の地震を要因とする重大事故等

に対する常設重大事故等対処設備は,

「(５) 地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計」に基づく設計と

する。◇1  

 

 

津波に対して常設重大事故等対処設備

は，「1.8 耐津波設計」に基づく設計と

する。◇1  

 

 

 

落雷に対して全交流動力電源喪失を要因

とせずに発生する重大事故等に対処する

常設重大事故等対処設備は，直撃雷及び

間接雷を考慮した設計を行う。◇1  

直撃雷に対して，当該設備は当該設備自

体が構内接地網と連接した避雷設備を有

する設計とする又は構内接地網と連接し

た避雷設備を有する建屋等に設置する。

◇1  

間接雷に対して，当該設備は雷サージに

よる影響を軽減できる設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑰（P30へ） 

  

⑥（P26へ） 

⑦（P27へ） 

  

⑭（P28へ） 

⑱（P30へ） 
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電磁的障害に対して常設重大事故等対処

設備は，重大事故等時においても電磁波

により機能を損なわない設計とする。◇1  

 

 

 

 

周辺機器等からの影響について，地震に

対して常設重大事故等対処設備は，当該

設備周辺の機器等からの波及的影響によ

って機能を損なわない設計とする。 

また，当該設備周辺の資機材の落下，転

倒による損傷を考慮して，当該設備周辺

の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の

措置を行う。◇1  

 

 

 

想定する溢水量に対して常設重大事故等

対処設備は，機能を損なわない高さへの

設置，被水防護を行う。◇1  
化学薬品漏えいに対して屋内の常設重大

事故等対処設備は，想定される化学薬品

漏えいにより機能を損なわないよう，化

学薬品漏えい量を考慮した高さへの設

置，被液防護を行う。◇1  

 

 

 

火災に対して常設重大事故等対処設備

は，「1.5.2 重大事故等対処施設に対す

る火災及び爆発の防止に関する設計」に

基づく設計とする。◇1  

 

 

ただし，安全上重要な施設以外の安全機

能を有する施設と兼用する常設重大事故

等対処設備は，溢水，化学薬品漏えい及

び火災に対して，これら事象による損傷

を考慮して，代替設備により必要な機能

を確保すること，安全上支障のない期間

での修理の対応を行うこと又はこれらを

適切に組み合わせることにより，その機

能を確保する。また，上記機能が確保で

きない場合に備え，関連する工程を停止

する等の手順を整備する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑳（P32へ） 

⑧（P27へ） 

⑪（P28へ） 

⑬（P28へ） 

⑨（P28へ） 
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周辺機器等からの影響について常設重大

事故等対処設備は，内部発生飛散物に対

して当該設備周辺機器の回転機器の回転

羽の損壊による飛散物の影響を考慮し，

影響を受けない位置へ設置することによ

り重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。⑧-38 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，内部発生飛散物を考慮して，

代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理の対応

を行うこと，関連する工程の停止等又は

これらを適切に組み合わせることによ

り，機能を損なわない設計とする。 

代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理の対応

を行うこと，関連する工程を停止するこ

と等については，保安規定に定めて，管

理する。⑧-21 

 

事業指定(変更許可)を受けた設計基準よ

り厳しい条件の要因となる事象の外的事

象のうち火山の影響(降下火砕物による積

載荷重，フィルタの目詰まり等)及び積雪

に対して常設重大事故等対処設備は，火

山の影響(降下火砕物による積載荷重，フ

ィルタの目詰まり等)に対してはフィルタ

交換，清掃及び除灰，積雪に対しては除

雪を踏まえて影響がないよう重大事故等

への対処に必要な機能を維持する設計と

する。積雪に対する除雪，火山の影響(降

下火砕物による積載荷重，フィルタの目

詰まり等)に対するフィルタ交換，清掃及

び除灰については，保安規定に定めて，

管理する。⑧-39 

 

 

 

 

 

 

事業指定(変更許可)を受けた設計基準よ

り厳しい条件の要因となる事象の内的事

象のうち配管の全周破断に対して常設重

大事故等対処設備は，漏えいを想定する

セル及びグローブボックス内で漏えいし

た放射性物質を含む腐食性の液体(溶液，

 

 

周辺機器等からの影響について常設重大

事故等対処設備は，内部発生飛散物に対

して当該設備周辺機器の高速回転機器の

回転羽の損壊による飛散物の影響を考慮

し，影響を受けない位置へ設置すること

により重大事故等に対処するための機能

を損なわない設計とする。⑧-38 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準より厳しい条件の要因となる外

的事象のうち火山の影響（降下火砕物に

よる積載荷重），積雪に対して，損傷防

止措置として実施する除灰，除雪を踏ま

えて影響がないよう機能を維持する。⑧-

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準より厳しい条件の要因となる事

象の内的事象のうち配管の全周破断に対

して常設重大事故等対処設備は，漏えい

を想定するセル及びグローブボックス内

で漏えいした放射性物質を含む腐食性の

液体（溶液，有機溶媒等）により機能を

 

 

内部発生飛散物に対して常設重大事故等

対処設備は，当該設備周辺機器の高速回

転機器の回転羽の損壊による飛散物の影

響を考慮し，影響を受けない位置へ設置

することにより機能を損なわない設計と

する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準より厳しい条件の要因となる事

象の外的事象のうち火山の影響（降下火

砕物による積載荷重，フィルタの目詰ま

り等），森林火災，草原火災，干ばつ，

積雪及び湖若しくは川の水位降下に対し

て常設重大事故等対処設備は，火山の影

響（降下火砕物による積載荷重，フィル

タの目詰まり等）に対してはフィルタ交

換，清掃及び除灰する手順を，森林火災

及び草原火災に対しては消防車による初

期消火活動を行う手順を，積雪に対して

は除雪する手順を，干ばつ及び湖若しく

は川の水位降下に対しては再処理工程を

停止した上で必要に応じて外部からの給

水を行う手順を整備することにより，設

計基準事故に対処するための設備の安全

機能と同時にその機能が損なわれないこ

とから，設計上の考慮は不要である。◇2  

 

 

 

設計基準より厳しい条件の要因となる事

象のうち，配管の全周破断に対して常設

重大事故等対処設備は，漏えいした放射

性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機

溶媒等）により機能を損なわない設計と

する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧-21（P28から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象の

違い。再処理施設では，周辺機

器等からの影響として内部発生

飛散物を考慮することとしてい

るため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象の違

い。再処理施設では，「設計基準

より厳しい条件の要因となる内的

事象の配管の全周破断」を考慮す

ることとしているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故等の想定の違い，再処理施

設では，内的事象を要因として発生

する重大事故に対する設備を設計要

求から除外しているため。 

○75 (P9から) 

【「等」の解説】 

「フィルタの目詰まり等」とは火山

の影響のうち荷重以外の総称であ

り，許可の記載を用いた。（以下同

じ） 
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有機溶媒等)により重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。⑧-

40 

 

常設重大事故等対処設備は，同時に発生

する可能性のある MOX 燃料加工施設にお

ける重大事故等による建屋外の環境条件

の影響を受けない設計とする。⑧-41 

 

重大事故等対処設備において，主たる流

路の機能を維持できるよう，主たる流路

に影響を与える範囲について，主たる流

路と同一又は同等の規格で設計する。⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損なわない設計とする。⑧-40 

 

 

 

常設重大事故等対処設備は，同時に発生

する可能性のあるＭＯＸ燃料加工施設に

おける重大事故等による建屋外の環境条

件の影響を受けない設計とする。⑧-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備は，同時に発生

する可能性のあるＭＯＸ燃料加工施設に

おける重大事故等による建屋外の環境条

件の影響を受けない設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全施設及び重大事故等対処設備におい

て，主たる流路の機能を維持できるよ

う，主たる流路に影響を与える範囲につ

いて，主たる流路と同一又は同等の規格

で設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の特徴として，敷地内

に他の事業の施設（MOX燃料加工施

設）があるため。 

○56 （P41 から） 

【許可からの変更点】 

主たる流路の機能維持のための設計につ

いて明確化。 
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b.可搬型重大事故等対処設備 

 

可搬型重大事故等対処設備は，想定され

る重大事故等が発生した場合における温

度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮

し，その機能が有効に発揮できるよう，

その設置場所(使用場所)及び保管場所に

応じた耐環境性を有する設計とする。⑧-

42 

 

使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止

の対処に係る可搬型重大事故等対処設備

は，重大事故等時における使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿

度，環境圧力及び放射線を考慮した設計

とする。⑧-43 

 

同一建屋内において同時に発生を想定す

る冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放

射線分解により発生する水素による爆発

に対して，これらの重大事故等に対処す

るための可搬型重大事故等対処設備は，

系統的な影響を受ける範囲において互い

の重大事故等による温度，圧力，湿度，

放射線及び荷重に対して，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計と

する。⑧-44 

 

重大事故等時に汽水を供給する系統への

影響に対して常時汽水を通水する又は尾

駮沼で使用する可搬型重大事故等対処設

備は，耐腐食性材料を使用する設計とす

る。また，尾駮沼から直接取水する際の

異物の流入防止を考慮した設計とする。

⑧-45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震に対して可搬型重大事故等対処設備

は，「3.1 地震による損傷の防止」に記

載する地震力による荷重を考慮して，当

該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措

 

 

ⅱ） 可搬型重大事故等対処設備 

 

可搬型重大事故等対処設備は，想定され

る重大事故等が発生した場合における温

度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮

し，その機能が有効に発揮できるよう，

その設置場所（使用場所）及び保管場所

に応じた耐環境性を有する設計とする。

⑧-42 

 

使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止

の対処に係る可搬型重大事故等対処設備

は，重大事故等時における使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿度

を考慮した設計とする。⑧-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等時に汽水を供給する系統への

影響に対して常時汽水を通水する又は尾

駮沼で使用する可搬型重大事故等対処設

備は，耐腐食性材料を使用する設計とす

る。また，尾駮沼から直接取水する際の

異物の流入防止を考慮した設計とする。

⑧-45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震に対して可搬型重大事故等対処設備

は，当該設備の落下防止，転倒防止，固

縛の措置を講ずる。⑧-46 

 

 

 

 (ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

 

可搬型重大事故等対処設備は，想定され

る重大事故等が発生した場合における温

度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮

し，その機能が有効に発揮できるよう，

その設置場所（使用場所）及び保管場所

に応じた耐環境性を有する設計とする。

◇1  

 

使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止

の対処に係る可搬型重大事故等対処設備

は，重大事故等時における使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿度

を考慮した設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等時に汽水を供給する系統への

影響に対して汽水を通水する又は尾駮沼

で使用する可搬型重大事故等対処設備

は，耐腐食性材料を使用する設計とす

る。また，尾駮沼から直接取水する際の

異物の流入防止を考慮した設計とする。

◇1  

 

 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備の操作は，設

置場所で可能な設計とする。◇1  

 
 

 

 

地震に対して可搬型重大事故等対処設備

は，当該設備の落下防止，転倒防止，固

縛の措置を講ずる。◇1  

 

 

 

(1) 環境圧力、環境温度及び湿度による

影響、放射線による影響、屋外の天候等

による影響並びに荷重 

(中略) 
原子炉格納容器内の重大事故等対処設備

は，想定される重大事故等時における原

子炉格納容器内の環境条件を考慮した設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 海水を通水する系統への影響 

海水を通水する系統への影響に対して

は，常時海水を通水する，海に設置する

又は海で使用する安全施設及び重大事故

等対処設備は耐腐食性材料を使用する。

常時海水を通水するコンクリート構造物

については，腐食を考慮した設計とす

る。また，使用時に海水を通水する重大

事故等対処設備は，海水の影響を考慮し

た設計とする。 

また，海から直接取水する際の異物の流

入防止を考慮した設計とする。 

 

 

(1) 環境圧力、環境温度及び湿度による

影響、放射線による影響、屋外の天候等

による影響並びに荷重 

(中略) 
また，地震による荷重を考慮して，機能

を損なわない設計とするとともに，可搬

型重大事故等対処設備は，必要により当

該設備の落下防止，転倒防止及び固縛の

措置をとる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧-44（P26から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故の想定の違い。再処理施設

では異なる種類の重大事故等が同時

に発生することを想定していること

から同時発生に対する方針を記載し

ている。 

③（P25から） 

⑤（P51から） 

④（P27から） 

㉕（P42から） 

㊴（P52から） 

【許可からの変更点】 

可搬型重大事故等対処設備に対しても異な

る種類の重大事故等の同時発生を考慮して

設計をする旨を明確化。 

 

㊻（P55へ） 

【許可からの変更点】 

設計上考慮する対象の明

確化。 
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置を講ずる設計とする。⑧-46 

 

事業指定(変更許可)を受けた設計基準よ

り厳しい条件の要因となる外的事象のう

ち地震に対して，地震を要因とする重大

事故等に対処するために重大事故等時に

機能を期待する可搬型重大事故等対処設

備は，「9.2.6 地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく

設計とする。⑧-47 

 

さらに，当該設備周辺の機器等からの波

及的影響によって重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。ま

た，当該設備周辺の資機材の落下，転倒

による損傷を考慮して，当該設備周辺の

資機材の落下防止，転倒防止，固縛の措

置を行う設計とする。⑧-48 

 

 

 

溢水，化学薬品漏えい及び火災に対して

可搬型重大事故等対処設備は，溢水及び

化学薬品漏えいに対しては想定する溢水

量及び化学薬品漏えいに対して機能を損

なわない高さへの設置又は保管，被水防

護及び被液防護を行うことにより，【⑧-

49】火災に対しては「9.2.7  可搬型重

大事故等対処設備の内部火災に対する防

護方針」に基づく火災防護を行うことに

より，重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。⑧-50 

 

 

 

 

 

 

津波に対して可搬型重大事故等対処設備

は，「3.2 津波による損傷の防止」に示

す津波による影響を受けない位置に保管

する設計とする。⑧-51 

 

 

 

また，可搬型重大事故等対処設備の据付

けは，津波による影響を受けるおそれの

ない場所を選定することとし，使用時に

津波の影響を受けるおそれのある場所に

据付ける場合は，津波に対して重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。⑧-52 

 

 

 

また，設計基準より厳しい条件の要因と

なる外的事象のうち地震に対して，地震

を要因とする重大事故等に対処するため

に重大事故等時に機能を期待する可搬型

重大事故等対処設備は, 「（ホ） 地震

を要因とする重大事故等に対する施設の

耐震設計」に基づく設計とする。⑧-47 

 

 

また，当該設備周辺の機器等からの波及

的影響によって機能を損なわない設計と

するとともに，当該設備周辺の資機材の

落下，転倒による損傷を考慮して，当該

設備周辺の資機材の落下防止，転倒防

止，固縛の措置を行う。⑧-48 

 

 

 

 

溢水，化学薬品漏えい及び火災に対して

可搬型重大事故等対処設備は，溢水及び

化学薬品漏えいに対しては想定する溢水

量及び化学薬品漏えいに対して機能を損

なわない高さへの設置又は保管，被水防

護及び被液防護を行うことにより，重大

事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。⑧-49 

 

 

火災に対して可搬型重大事故等対処設備

は，「（ヘ） 可搬型重大事故等対処設

備の内部火災に対する防護方針」に基づ

く火災防護を行うことにより，重大事故

等に対処するための機能を損なわない設

計とする。⑧-50 

 

津波に対して可搬型重大事故等対処設備

は，「ロ．（６） 耐津波設計」に基づ

く設計とする。⑧-51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外的事象の地震を要因とする重大事故等

に対する可搬型重大事故等対処設備は,

「(５) 地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計」に基づく設計と

する。◇1  

 

 

 

 

周辺機器等からの影響について，地震に

対して可搬型重大事故等対処設備は，当

該設備周辺の機器等からの波及的影響に

よって機能を損なわない設計とする。 

また，当該設備周辺の資機材の落下，転

倒による損傷を考慮して，当該設備周辺

の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の

措置を行う。◇1  

 

 

想定する溢水量に対して可搬型重大事故

等対処設備は，機能を損なわない高さへ

の設置又は保管，被水防護を行う。◇1  

化学薬品漏えいに対して屋内の可搬型重

大事故等対処設備は，想定される化学薬

品漏えいにより機能を損なわないよう，

化学薬品漏えい量を考慮した高さへの設

置又は保管，被液防護を行う。◇1  

 

 

火災に対して可搬型重大事故等対処設備

は，「(６) 可搬型重大事故等対処設備

の内部火災に対する防護方針」に基づく

火災防護を行う。◇1  

 

 

 

津波に対して可搬型重大事故等対処設備

は，「1.8 耐津波設計」に基づく設計と

する。◇1  

 

 

1.8 耐津波設計 

なお，可搬型重大事故等対処設備の据付

けは，使用時に津波による影響を受ける

おそれのない場所を選定する。⑧-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)周辺機器等からの悪影響 

(中略) 
溢水に対しては，重大事故等対処設備

は，想定される溢水により機能を損なわ

ないように，重大事故等対処設備の設置

区画の止水対策等を実施する。 

 

 

 

地震起因以外の火災による影響に対して

は，重大事故等対処設備は，火災発生防

止，感知・消火による火災防護対策を行

うことで，また，地震起因以外の溢水に

よる影響に対しては，想定する重大事故

等対処設備の破損等により生じる溢水に

対する防護対策を行うことで，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

(4)周辺機器等からの悪影響 

(中略) 
地震による荷重を含む耐震設計について

は，「2.1 地震による損傷の防止」に，

津波（敷地に遡上する津波を含む。）に

よる荷重を含む耐津波設計については，

「2.2 津波による損傷の防止」に，火災

防護については，「3.1 火災による損傷

の防止」に基づく設計とし，それらの事

象による波及的影響により重大事故等に

対処するために必要な機能を損なわない

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩（P53から） 

⑫（P54から） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象の違い。

再処理施設では「設計基準より厳しい

条件の要因となる外的事象のうち地

震」を考慮しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象

の違い。再処理施設では周辺

機器等からの影響を考慮して

いるため。 

㉖（P42から） 

㉗（P43から） 

㉘（P43から） 

㉙（P44から） 

㉚（P43から） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象の

違い。再処理施設では化学薬品

漏えいを考慮しているため。 

○59 （P53 から） 

【許可からの変更点】 

可搬型重大事故等対処設備の

津波に対する設計の考え方

（保管場所，使用時の据付）

について明確化した。 

第 7条，第 34条津波による

損傷の防止に係る設計(3.2 

津波による損傷の防止) と

のつながりとして記載 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は、地震起因

以外で溢水源になり得る

重大事故等対処設備がな

いため。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化 
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風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積

雪及び火山の影響に対して屋内の可搬型

重大事故等対処設備は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる建屋等内に保管

し，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。⑧-53 

 

 

 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風

(台風)及び竜巻に対して風(台風)及び竜

巻による風荷重を考慮し，必要により当

該設備又は当該設備を収納するものに対

して転倒防止，固縛等の措置を講じて保

管する設計とする。⑧-54 

 

ただし，固縛する屋外の可搬型重大事故

等対処設備のうち，地震時の移動を考慮

して，地震後の機能を維持する設備は，

余長を有する固縛で拘束することによ

り，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，

積雪及び火山の影響に対して屋内の可搬

型重大事故等対処設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる建屋等に保管

し，重大事故等に対処するための機能を

損なわない設計とする。⑧-53 

 

 

 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風

（台風）及び竜巻に対して風（台風）及

び竜巻による風荷重を考慮し，必要によ

り当該設備又は当該設備を収納するもの

に対して転倒防止，固縛等の措置を講じ

て保管する設計とする。⑧-54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，

積雪，火山の影響，生物学的事象，森林

火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷

地内における化学物質の漏えい，近隣工

場等の火災及び爆発に対して可搬型重大

事故等対処設備は，建屋等に保管し，外

部からの衝撃による損傷を防止できる設

計とする。◇9  

 

風（台風）及び竜巻に対して屋外の可搬

型重大事故等対処設備は，風（台風）及

び竜巻による風荷重を考慮し，必要によ

り当該設備又は当該設備を収納するもの

に対して転倒防止，固縛等の措置を講じ

て保管する設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外の重大事故等対処設備については，

風（台風）及び竜巻による風荷重の影響

に対し，風荷重を考慮すること，又は位

置的分散を考慮した設置若しくは保管に

より，機能を損なわない設計とする。 

 

 

2.3 外部からの衝撃による損傷の防止 

(中略) 

(1) 自然現象 a. 竜巻 (b) 竜巻に対する

影響評価及び竜巻防護対策 

(中略) 

屋外の重大事故等対処設備は，浮き上が

り若しくは横滑りを拘束することによ

り，悪影響を防止する設計とする。 

ただし，浮き上がり又は横滑りを拘束す

る車両等の重大事故等対処設備のうち，

地震時の移動等を考慮して地震後の機能

を維持する設備は，重大事故等に対処す

るために必要な機能を損なわないよう，

余長を有する固縛で拘束する。 

 

位置的分散については，同じ機能を有す

る他の重大事故等対処設備（設計基準事

故対処設備を兼ねている重大事故等対処

設備も含む。）と100 m 以上の離隔距離

を確保した保管場所を定めて保管するこ

とにより，竜巻により同じ機能を有する

設備が同時に機能喪失することの防止を

図る設計とする。 

 

ただし，同じ機能を有する重大事故等対

処設備がない設備については，竜巻によ

って1 台が損傷したとしても必要数を満

足し，機能が損なわれないよう，予備も

含めて分散させるとともに，原子炉格納

容器，使用済燃料プール及びこれらの設

備が必要となる事象の発生を防止する設

計基準事故対処設備，重大事故等対処設

備を内包する原子炉建屋等から100 m 以

上の離隔距離を確保した保管場所を定め

て保管する設計とする。 

 

運用として，竜巻が襲来して，個々の設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では，他の設備に悪影響を

及ぼさないことを目的とした施設

内保管を記載しているが，

「9.2.4 環境条件等」では機能

を損なわないことを目的とした設

計を記載しているため，該当する

発電炉の記載は無い。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

「9.2.2 多様性，位置的分

散，悪影響防止等」にお

いて④-2（P14）に記載して

いる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

「9.2.2 多様性，位置的分

散，悪影響防止等」にお

いて④-2（P14）に記載して

いる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は，工程停止を含めた対

応について、竜巻のみに対してでは

ないため、記載が異なる。（内的事

象を要因とする重大事故等へ対処す

る常設重大事故等対処設備のうち安

全上重要な施設以外の安全機能を有

する施設と兼用する常設重大事故等

対処設備に対する工程停止を含めた

対応については，「9.2.2 多様性，

位置的分散，悪影響防止等」（②-

8（P6））に記載） 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

風荷重に対する設計方針の違

い。再処理施設では，転倒防

止，固縛等の措置を講ずること

としている。なお、位置的分散

については，「共通要因故障」

の項目で記載している。 

【許可からの変更点】 

屋外の可搬型重大事故等対処設

備のうち，地震時の移動を考慮

して地震後の機能を維持する設

備に対する固縛の基本方針につ

いて明確化した。 
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積雪及び火山の影響に対して屋外の可搬

型重大事故等対処設備は，積雪荷重，降

下火砕物による積載荷重，フィルタの目

詰まり等を考慮し，損傷防止措置として

除雪，フィルタ交換，清掃，除灰及び屋

内への配備を実施することにより，重大

事故等への対処に必要な機能を損なわな

いよう維持する設計とする。除雪，フィ

ルタ交換，清掃，除灰及び屋内への配備

を実施することについては，保安規定に

定めて，管理する。⑧-55 

 

 

 

凍結，高温及び降水に対して屋外の可搬

型重大事故等対処設備は，凍結防止対

策，高温防止対策及び防水対策により，

重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。⑧-56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凍結，高温及び降水に対して屋外の可搬

型重大事故等対処設備は，凍結防止対

策，高温防止対策及び防水対策により，

重大事故等に対処するための機能を損な

わない設計とする。⑧-56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積雪及び火山の影響に対して屋外の可搬

型重大事故等対処設備は，積雪に対して

は除雪する手順を，火山の影響（降下火

砕物による積載荷重，フィルタの目詰ま

り等）に対してはフィルタ交換，清掃及

び除灰する手順を整備する。⑧-55 

 

 

 

 

 

 

 

 

凍結，高温及び降水に対して屋外の可搬

型重大事故等対処設備は，凍結対策，高

温対策及び防水対策により機能を損なわ

ない設計とする。◇1  

 

備が損傷した場合は，発電用原子炉の停

止を含めた対応を速やかにとることと

し，この運用について，保安規定に定め

る。 

 

屋外の重大事故等対処設備は，風（台

風）及び竜巻による風荷重を考慮し浮き

上がり又は横滑りによって，設計基準事

故対処設備や同じ機能を有する他の重大

事故等対処設備に衝突し，損傷させるこ

とのない設計とする。 

 

 

悪影響防止のための固縛については，位

置的分散とあいまって，浮き上がり又は

横滑りによって設計基準事故対処設備や

同じ機能を有する他の重大事故等対処設

備に衝突し，損傷させることのない設計

とするとともに，重大事故等発生時の初

動対応時間を確保するために，固縛装置

の設置箇所数を可能な限り少なくする設

計とする。 

 

固縛装置の設計は，風荷重による浮き上

がり又は横滑りの荷重並びに保管場所を

踏まえて固縛の要否を決定し，固縛が必

要な場合は，発生する風荷重に耐える設

計とする。 

なお，固縛が必要とされた重大事故等対

処設備のうち車両型の設備については，

耐震設計に影響を与えることがないよ

う，固縛装置の連結材に適切な余長を持

たせた設計とする。 

 

積雪及び火山の影響については，必要に

より除雪及び降下火砕物の除去等の措置

を講じる。この運用について，保安規定

に定めて，管理する。 

 

 

屋外の重大事故等対処設備は，重大事故

等時において，万が一，使用中に機能を

喪失した場合であっても，可搬型重大事

故等対処設備によるバックアップが可能

となるよう，位置的分散を考慮して可搬

型重大事故等対処設備を複数保管する設

計とする。 

 

原子炉格納容器内の安全施設及び重大事

故等対処設備は，設計基準事故等及び重

大事故等時に想定される圧力，温度等に

対して，格納容器スプレイ水による影響

を考慮しても，その機能を発揮できる設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

本内容は，耐震設計の具体であり，添

付書類に記載する。 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件としての考慮の違い。

発電炉では屋外の天候として凍

結及び降水を考慮しているが，

再処理施設では環境条件として

凍結及び降水に加えて高温を考

慮しているため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

本内容は、位置的分散に関

する内容であることから別

項目「9.2.2 多様性，位置

的分散，悪影響防止等」

にて記載することとしたた

め。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では、該当する

施設がないため。 

○52 （P19 へ） 

○58 （P18 へ） 

【許可からの変更点】 

積雪及び火山の影響に対する方

針について保安規定に定めるこ

とを明確化。（以下同じ） 
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落雷に対して全交流動力電源喪失を要因

とせずに発生する重大事故等に対処する

可搬型重大事故等対処設備は，直撃雷を

考慮した設計とする。⑧-57 

 

直撃雷に対して，構内接地網と連接した

避雷設備で防護される範囲内に保管する

又は構内接地網と連接した避雷設備を有

する建屋等に保管することにより，重大

事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。⑧-58 

 

生物学的事象に対して可搬型重大事故等

対処設備は，鳥類，昆虫類，小動物及び

水生植物の付着又は侵入を考慮し，これ

ら生物の侵入を防止又は抑制することに

より，重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。⑧-59 

 

森林火災に対して可搬型重大事故等対処

設備は，防火帯の内側に保管することに

より，重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。⑧-60 

また，森林火災からの輻射強度の影響を

考慮した場合においても，離隔距離の確

保等により，可搬型重大事故等対処設備

の重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。⑧-61 

 

塩害に対して屋内の可搬型重大事故等対

処設備は，換気設備の建屋給気ユニット

への粒子フィルタの設置，直接外気を取

り込む施設の防食処理により，重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。⑧-62 

また，屋外の可搬型重大事故等対処設備

は，屋外施設の塗装等による腐食防止対

策又は絶縁性の維持対策により，重大事

故等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。⑧-63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

落雷に対して全交流動力電源喪失を要因

とせずに発生する重大事故等に対処する

可搬型重大事故等対処設備は，直撃雷を

考慮した設計を行う。⑧-57 

 

直撃雷に対して，当該設備は構内接地網

と連接した避雷設備で防護される範囲内

に保管する又は構内接地網と連接した避

雷設備を有する建屋等に保管する。⑧-58 

 

 

 

生物学的事象に対して可搬型重大事故等

対処設備は，鳥類，昆虫類及び小動物の

侵入を考慮し，これら生物の侵入を防止

又は抑制することにより，重大事故等に

対処するための機能を損なわない設計と

する。⑧-59 

 

森林火災に対して可搬型重大事故等対処

設備は，防火帯の内側に保管することに

より，重大事故等に対処するための機能

を損なわない設計とする。⑧-60 

また，森林火災からの輻射強度の影響を

考慮した場合においても，離隔距離の確

保等により，可搬型重大事故等対処設備

の重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。⑧-61 

 

塩害に対して屋内の可搬型重大事故等対

処設備は，換気設備の建屋給気ユニット

への粒子フィルタの設置，直接外気を取

り込む施設の防食処理により，重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。⑧-62 

また，屋外の可搬型重大事故等対処設備

は，屋外施設の塗装等による腐食防止対

策又は絶縁性の維持対策により，重大事

故等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。⑧-63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

落雷に対して，全交流動力電源喪失を要

因とせずに発生する重大事故等に対処す

る可搬型重大事故等対処設備は，直撃雷

を考慮した設計を行う。直撃雷に対し

て，当該設備は構内接地網と連接した避

雷設備で防護される範囲内に保管する又

は構内接地網と連接した避雷設備を有す

る建屋等に保管する。◇1  

 

 

 

 

生物学的事象に対して屋外の可搬型重大

事故等対処設備は，鳥類，昆虫類，小動

物及び水生植物の付着【⑧-62】又は侵入

を考慮し，これら生物の侵入を防止又は

抑制できる設計とする。◇1  

 

 

森林火災に対して屋外の可搬型重大事故

等対処設備は，防火帯の内側に保管する

ことにより，機能を損なわない設計とす

る。また，森林火災からの輻射強度の影

響を考慮した場合においても，離隔距離

の確保等により，機能を損なわない設計

とする。◇1  

 

 

 

塩害に対して屋内の可搬型重大事故等対

処設備は，換気設備の建屋給気ユニット

への粒子フィルタの設置，直接外気を取

り込む施設の防食処理により，機能を損

なわない設計とする。◇1  

また，屋外の可搬型重大事故等対処設備

は，屋外施設の塗装等による腐食防止対

策又は絶縁性の維持対策により，機能を

損なわない設計とする。◇1  
 

 

 

航空機落下については，三沢対地訓練区

域で訓練飛行中の航空機が施設に墜落す

ることを想定した防護設計の有無を踏ま

計とする。 

 

安全施設及び重大事故等対処設備におい

て，主たる流路の機能を維持できるよ

う，主たる流路に影響を与える範囲につ

いて，主たる流路と同一又は同等の規格

で設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物学的事象のうちクラゲ等の海生生物

からの影響を受けるおそれのある常設重

大事故防止設備は，侵入防止対策により

重大事故等に対処するための必要な機能

が損なわれるおそれのない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮す

る事象の違い。再処理

施設では，落雷を考慮

しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象の違

い。再処理施設では，塩害を考慮

しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象の

違い。再処理施設では，森林火

災を考慮しているため。 

㉛（P43から） 

⑮（P8から） 

○56 （P36 へ） 

【「等」の解説】 

「離隔距離の確保等」とは事前に離

隔距離を確保した場所に設置するこ

との他，必要に応じて移動する運用

も含めて離隔距離を確保する手段の

総称であり，許可の記載を用いた。 
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敷地内における化学物質の漏えいに対し

て屋外の可搬型重大事故等対処設備は，

重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない高さへの設置，被液防護を行うこ

とにより，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。⑧-64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地内の化学物質漏えいに対して屋外の

可搬型重大事故等対処設備は，機能を損

なわない高さへの設置，被液防護を行う

ことにより，重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。⑧-64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

えた航空機落下確率評価の結果，再処理

施設への航空機落下は考慮する必要がな

いことから，航空機落下に対して屋外の

可搬型重大事故等対処設備は，設計上の

考慮は不要とする。◇3  
 

 

有毒ガスについては，再処理施設周辺

の固定施設で発生する可能性のある有毒

ガスとしては，六ヶ所ウラン濃縮工場か

ら漏えいする六ふっ化ウランが加水分解

して発生するふっ化ウラニル及びふっ化

水素を考慮するが，重大事故等対処設備

が有毒ガスにより影響を受けることはな

いことから，有毒ガスに対して屋外の可

搬型重大事故等対処設備は，設計上の考

慮は不要とする。◇3  
 

化学物質の漏えいについては，屋外の可

搬型重大事故等対処設備は，機能を損な

わない高さへの設置，被液防護を行うこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。◇1  

 

 
近隣工場の火災，爆発については，石油

備蓄基地火災，ＭＯＸ燃料加工施設の第

１高圧ガストレーラ庫の爆発を考慮する

が，石油備蓄基地火災の影響は小さいこ

と，ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガス

トレーラ庫からの離隔距離が確保されて

いることから，近隣工場等の火災及び爆

発に対して屋外の可搬型重大事故等対処

設備は，設計上の考慮は不要とする。◇3  

 

 
 

地震に対して可搬型重大事故等対処設備

は，当該設備の落下防止，転倒防止，固

縛の措置を講ずる。◇1  

 

 

 

外的事象の地震を要因とする重大事故等

に対する可搬型重大事故等対処設備は,

「(５) 地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計」に基づく設計と

する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象の違い。

再処理施設では，敷地内の化学物質漏

えいを考慮しているため。 

㉕（P37へ） 

㉖（P38へ） 
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電磁的障害に対して可搬型重大事故等対

処設備は，重大事故等時においても電磁

波により重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。⑧-65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電磁的障害に対して可搬型重大事故等対

処設備は，重大事故等時においても電磁

波により機能を損なわない設計とする。

⑧-65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波に対して可搬型重大事故等対処設備

は，「1.8 耐津波設計」に基づく設計と

する。◇1  

 

 

 

落雷に対して，全交流動力電源喪失を要

因とせずに発生する重大事故等に対処す

る可搬型重大事故等対処設備は，直撃雷

を考慮した設計を行う。直撃雷に対し

て，当該設備は構内接地網と連接した避

雷設備で防護される範囲内に保管する又

は構内接地網と連接した避雷設備を有す

る建屋等に保管する。◇1  

 

 

電磁的障害に対して可搬型重大事故等対

処設備は，重大事故等時においても電磁

波により機能を損なわない設計とする。

◇1  
 

 

 

 

周辺機器等からの影響について，地震に

対して可搬型重大事故等対処設備は，当

該設備周辺の機器等からの波及的影響に

よって機能を損なわない設計とする。 

また，当該設備周辺の資機材の落下，転

倒による損傷を考慮して，当該設備周辺

の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の

措置を行う。◇1  

 

 

 

想定する溢水量に対して可搬型重大事故

等対処設備は，機能を損なわない高さへ

の設置又は保管，被水防護を行う。◇1  

化学薬品漏えいに対して屋内の可搬型重

大事故等対処設備は，想定される化学薬

品漏えいにより機能を損なわないよう，

化学薬品漏えい量を考慮した高さへの設

置又は保管，被液防護を行う。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） 電磁波による影響 

(中略) 
外部人為事象のうち重大事故等対処設備

に影響を与えるおそれがある事象として

選定する電磁的障害に対しては，重大事

故等対処設備は，重大事故等時において

も電磁波により機能を損なわない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉑（P52から） 

㉚（P38へ） 

㉛（P41へ） 

㉗（P38へ） 

㉘（P38へ） 
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周辺機器等からの影響について可搬型重

大事故等対処設備は，内部発生飛散物に

対して当該設備周辺機器の回転機器の回

転羽の損壊による飛散物の影響を考慮

し，影響を受けない位置へ保管すること

により重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。⑧-66 

 

事業指定(変更許可)を受けた設計基準よ

り厳しい条件の要因となる事象の外的事

象のうち火山の影響(降下火砕物による積

載荷重，フィルタの目詰まり等)及び積雪

に対して可搬型重大事故等対処設備は，

火山の影響(降下火砕物による積載荷重，

フィルタの目詰まり等)に対してはフィル

タ交換，清掃，除灰及び可搬型重大事故

等対処設備を屋内への配備，積雪に対し

ては除雪を踏まえて影響がないよう重大

事故等への対処に必要な機能を維持する

設計とする。積雪に対する除雪，火山の

影響(降下火砕物による積載荷重，フィル

タの目詰まり等)に対するフィルタ交換，

清掃，除灰及び屋内への配備について

は，保安規定に定めて，管理する。⑧-

67，②-16 

 

 

 

 

 

 

事業指定(変更許可)を受けた設計基準よ

り厳しい条件の要因となる事象の内的事

象のうち，配管の全周破断に対して可搬

型重大事故等対処設備は，漏えいを想定

するセル及びグローブボックス内で漏え

いした放射性物質を含む腐食性の液体(溶

液，有機溶媒等)により重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない場所に保管

する設計とする。⑧-68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周辺機器等からの影響について可搬型重

大事故等対処設備は，内部発生飛散物に

対して当該設備周辺機器の高速回転機器

の回転羽の損壊による飛散物の影響を考

慮し，影響を受けない位置へ保管するこ

とにより機能を損なわない設計とする。

⑧-66 

 

設計基準より厳しい条件の要因となる事

象の外的事象のうち火山の影響（降下火

砕物による積載荷重）及び積雪に対して

可搬型重大事故等対処設備は，火山の影

響（降下火砕物による積載荷重）に対し

ては除灰及び可搬型重大事故等対処設備

を屋内への配備，積雪に対しては除雪を

踏まえて影響がないよう機能を維持す

る。⑧-67 

ただし，設計基準より厳しい条件の要因

となる外的事象のうち火山の影響（降下

火砕物による積載荷重），積雪に対して

は，損傷防止措置として実施する除灰，

除雪を踏まえて影響がないよう機能を維

持する。③-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準より厳しい条件の要因となる事

象の内的事象のうち配管の全周破断に対

して可搬型重大事故等対処設備は，漏え

いを想定するセル及びグローブボックス

内で漏えいした放射性物質を含む腐食性

の液体（溶液，有機溶媒等）により機能

を損なわない場所に保管する。⑧-68 

 

 

 

 

 

 

 

火災に対して可搬型重大事故等対処設備

は，「(６) 可搬型重大事故等対処設備

の内部火災に対する防護方針」に基づく

火災防護を行う。◇1  

 

 

 

 

内部発生飛散物に対して可搬型重大事故

等対処設備は，当該設備周辺機器の高速

回転機器の回転羽の損壊による飛散物の

影響を考慮し，影響を受けない位置へ保

管することにより機能を損なわない設計

とする。◇1  

 

 

設計基準より厳しい条件の要因となる事

象の外的事象のうち火山の影響（降下火

砕物による積載荷重，フィルタの目詰ま

り等），森林火災，草原火災，干ばつ，

積雪及び湖若しくは川の水位降下に対し

て可搬型重大事故等対処設備は，火山の

影響（降下火砕物による積載荷重，フィ

ルタの目詰まり等）に対してはフィルタ

交換，清掃，除灰及び可搬型重大事故等

対処設備を屋内へ配備する手順を，森林

火災及び草原火災に対しては消防車によ

る初期消火活動を行う手順を，積雪に対

しては除雪する手順を，干ばつ及び湖若

しくは川の水位降下に対しては再処理工

程を停止した上で必要に応じて外部から

の給水を行う手順を整備することによ

り，設計基準事故に対処するための設備

の安全機能と同時にその機能が損なわれ

ないことから，設計上の考慮は不要であ

る。◇2  

 

 

 

設計基準より厳しい条件の要因となる事

象のうち，配管の全周破断に対して可搬

型重大事故等対処設備は，漏えいを想定

するセル及びグローブボックス内で漏え

いした放射性物質を含む腐食性の液体

（溶液，有機溶媒等）により機能を損な

わない場所に保管する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象の違い。再

処理施設では，周辺機器等からの影響と

して内部発生飛散物を考慮しているた

め。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象の違い。再

処理施設では，「設計基準より厳しい条

件の要因となる内的事象の配管の全周破

断」を考慮しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象の違い。再

処理施設では，設計基準より厳しい条件

の要因となる事象の外的事象のうち火山

の影響（降下火砕物による積載荷重）及

び積雪を考慮しているため。 

○73 (P14から) 

㉙（P38へ） 
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可搬型重大事故等対処設備は，同時に発

生する可能性のある MOX燃料加工施設に

おける重大事故等による建屋外の環境条

件の影響を受けない設計とする。⑧-69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備は，同時に発

生する可能性のあるＭＯＸ燃料加工施設

における重大事故等による建屋外の環境

条件の影響を受けない設計とする。⑧-69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備は，同時に発

生する可能性のあるＭＯＸ燃料加工施設

における重大事故等による建屋外の環境

条件の影響を受けない設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

(ｃ) 重大事故等時における環境条件 

重大事故等時の温度，圧力，湿度，放射

線の影響として，以下の条件を考慮して

も機能を喪失することはなく，必要な機

能を有効に発揮することができる設計と

する。各重大事故等時の環境条件は以下

のとおり。重大事故等時における環境温

度，環境圧力，湿度及び放射線を第

1.7.18－２表に示す。◇3  

 

 

ⅰ．臨界事故の拡大を防止するための設

備 

 臨界の発生による溶液の温度の上昇及

び沸騰により発生する蒸気による圧力及

び湿度の上昇を考慮し，以下を使用条件

とする。 

 ・温度 

   可溶性中性子吸収材の供給系統 

    機器内：110℃ 

    機器外：40℃ 

   機器から廃ガス貯留槽までの系

統：110℃ 

   機器に空気を供給するための系統 

    機器内：110℃ 

    機器外：40℃ 

 ・圧力 

   可溶性中性子吸収材の供給系統：

３ｋＰａ  

   機器から貯留設備の空気圧縮機ま

での系統：３ｋＰａ 

   貯留設備の空気圧縮機から廃ガス

貯留槽までの系統： 0.5ＭＰａ  

   機器に空気を供給するための系

統：0.69ＭＰａ 

 ・湿度 

   可溶性中性子吸収材の供給系統 

    機器内：接液又は気相部 100％ 

    機器から廃ガス貯留槽までの系

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の特徴として，敷地内に他の

事業の施設（MOX燃料加工施設）がある

ため。 
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統：100％ 

   機器に空気を供給するための系統 

    機器内：接液又は気相部 100％ 

 ・放射線：10Ｓｖ／ｈ◇3  

 

 

ⅱ．冷却機能の喪失による蒸発乾固に対

処するための設備 

 崩壊熱による溶液の温度の上昇，沸騰

により発生する蒸気による圧力及び湿度

の上昇，並びに外部からの水の供給圧力

を考慮し，以下を使用条件とする。ま

た，同時に発生するおそれのある「放射

線分解により発生する水素による爆発」

の使用条件も考慮する。 

 ・温度 

   内部ループ通水の系統 

    機器内の冷却水配管：130℃ 

    機器外（冷却水出口／入口系

統）：60℃ 

   機器注水の系統 

    機器内：130℃ 

    機器外：60℃ 

   冷却コイル又は冷却ジャケット通

水の系統 

機器内の冷却水配管：130℃ 

    機器外（冷却水出口／入口系

統）：60℃ 

   機器から導出先セルまでの系統 

    凝縮器上流：130℃ 

    凝縮器下流：50℃ 

    導出先セルから排気までの系

統：50℃ 

 ・圧力 

   内部ループ通水の系統：0.98ＭＰ

ａ 

水素爆発と同時発生を想定する冷

却機能の喪失による蒸発乾固を

想定する貯槽：0.5ＭＰａ 

   機器注水の系統：0.98ＭＰａ 

冷却コイル又は冷却ジャケット通

水の系統：0.98ＭＰａ 

   機器から導出先セルまでの系統： 

３ｋＰａ 

水素爆発と同時発生：0.003～0.5

ＭＰａ 

   導出先セルから排気までの系統： 

－4.7ｋＰａ 

 ・湿度 

   内部ループ通水の系統 

    機器内：接液 

    機器注水の系統 

        機器内：接液又は気相
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部 100％ 

冷却コイル又は冷却ジャケット通

水の系統 

    機器内：接液 

   機器から導出先セルまでの系統 

    凝縮器上流：100％（蒸気） 

    凝縮器下流：０％ 

   導出先セルから排気までの系統 

    セル導出以降の排気：０％ 

    凝縮水回収系：接液◇3  

 

 

ⅲ．放射線分解により発生する水素によ

る爆発に対処するための設備 

 水素の燃焼による温度及び圧力の上

昇，並びに外部からの圧縮空気の供給圧

力を考慮し，以下を使用条件とする。ま

た，同時に発生するおそれのある「冷却

機能の喪失による蒸発乾固」の使用条件

も考慮する。 

 ・温度 

   放射線分解により発生する水素に

よる爆発を想定する貯槽 

     ：110℃ 

   圧縮空気の供給系統 

    蒸発乾固と同時発生：130℃ 

    単独事象：50℃ 

   圧縮空気の供給系統 

    蒸発乾固と同時発生：130℃ 

    単独事象：50℃ 

   機器から導出先セルまでの系統 

    凝縮器上流 

    蒸発乾固と同時発生：130℃ 

    凝縮器下流 

    蒸発乾固と同時発生：50℃ 

   導出先セルから排気までの系統 

    蒸発乾固と同時発生：50℃ 

・圧力 

   放射線分解により発生する水素に

よる爆発を想定する貯槽 

     ：0.5ＭＰａ 

   圧縮空気の供給系統 

    圧縮空気貯槽及び可搬型空気圧

縮機の系統：0.69ＭＰａ 

    圧縮空気ユニットの系統 

：14ＭＰａ（減圧弁から供給

先まで 0.97ＭＰａ） 

    機器から導出先セルまでの系

統：0.003～0.5ＭＰａ 

   導出先セルから排気までの系統：

－4.7ｋＰａ 

 ・湿度 

   圧縮空気の供給系統 
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    蒸発乾固との同時発生：100％ 

    機器から導出先セルまでの系統 

     凝縮器上流 

     蒸発乾固との同時発生：

100％ 

     凝縮器下流 

      蒸発乾固との同時発生：

０％ 

    導出先セルから排気までの系

統：０％◇3  

 

 

ⅳ．有機溶媒等による火災又は爆発に対

処するための設備 

ＴＢＰ等の錯体による急激な分解反応

が発生した時の温度及び圧力，当該事象

発生後の温度及び圧力を考慮し，以下を

条件とする。 

 ・温度 

  ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の

発生時 

   プルトニウム濃縮缶気相部：370℃ 

   プルトニウム濃縮缶の加熱の停止

に使用する設備：215℃ 

   プルトニウム濃縮缶への供給液の

供給停止に使用する設備：50℃ 

   機器から廃ガス貯留槽までの系

統：100℃ 

   機器から排気までの系統：100℃ 

 ・圧力 

  ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の

発生時 

   プルトニウム濃縮缶気相部：0.84

ＭＰａ 

  プルトニウム濃縮缶の加熱の停止に

使用する設備：1.96ＭＰａ 

  プルトニウム濃縮缶への供給液の供

給停止に使用する設備：0.97ＭＰ

ａ 

  機器から貯留設備の空気圧縮機まで

の系統：３ｋＰａ以下 

  貯留設備の空気圧縮機から廃ガス貯

留槽までの系統：0.5ＭＰａ 

  機器から排気までの系統：30ｋＰａ

（系統内の最大圧力） 

・湿度 

  プルトニウム濃縮缶の加熱の停止に

使用する設備：100％ 

  プルトニウム濃縮缶への供給液の供

給停止に使用する設備：100％ 

  機器から廃ガス貯留槽までの系統：

100％ 

  機器から排気までの系統：100％◇3  
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ⅴ．使用済燃料貯蔵槽等の冷却等のため

の設備 

 崩壊熱による燃料貯蔵プール水の温度

の上昇及び沸騰による燃料貯蔵プール周

辺の湿度の上昇を考慮し，以下を使用条

件とする。 

・温度 

  想定事故１，想定事故２：100℃（燃

料貯蔵プール水） 

 ・圧力 

  想定事故１，想定事故２ 

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の使用済燃料の受入れ施設の使

用済燃料受入れ設備の燃料仮置きピ

ット，並びに使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の使用済燃料の貯蔵

施設の使用済燃料貯蔵設備の燃料貯

蔵プール及び燃料送出しピット（以

下「燃料貯蔵プール等」という。）

へ注水するための系統：1.2ＭＰａ◇3  

 

 

(ｄ) 自然現象等による条件 

自然現象及び人為事象（故意によるも

のを除く。）（以下「自然現象等」とい

う。）に対しては以下に示す条件におい

て，機能を喪失することはなく，必要な

機能を有効に発揮することができる設計

とする。◇3  

 

・地震については，「1.6.2 重大事故等

対処施設の耐震設計」に基づく地震力を

考慮する。 

また，外的事象の地震を要因とする重大

事故等に対処する重大事故等対処設備に

対しては，「（５） 地震を要因とする

重大事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく地震力を考慮する。◇3  

 

・津波については，津波による影響を受

けない標高約 50ｍから約 55ｍ及び海岸か

らの距離約４ｋｍから約５ｋｍの位置に

設置，保管することから，設計上の考慮

は不要である。◇3  

 

・風（台風）については，最大風速 41.7

ｍ／ｓを考慮する。◇3  

 

・竜巻については，最大風速 100ｍ／ｓを

考慮する。◇3  
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・凍結及び高温については，最低気温

（－15.7℃）及び最高気温（34.7℃）を

考慮する。◇3  

 

・降水については，最大１時間降水量

（67.0ｍｍ）を考慮する。◇3  

 

・積雪については，最深積雪量（190ｃ

ｍ）を考慮する。◇3  

 

・落雷については，最大雷撃電流 270ｋＡ

を考慮する。◇3  

 

・火山の影響については，降下火砕物の

積載荷重として層厚 55ｃｍ，密度 1.3ｇ

／ｍ３を，また，降下火砕物の侵入によ

る閉塞を考慮する。◇3  

 

・生物学的事象については，鳥類，昆虫

類，小動物及び水生植物の付着又は侵入

を考慮する。◇3  

 

・森林火災については，敷地周辺の植生

を考慮する。◇3  

 

・塩害については，海塩粒子の飛来を考

慮するが，再処理事業所の敷地は海岸か

ら約４ｋｍ離れており，また，短期的に

影響を及ぼすものではなく，その影響は

小さいと考えられる。◇3  

 

 自然現象の組合せについては，風（台

風）及び積雪，積雪及び竜巻，積雪及び

火山の影響，積雪及び地震，風及び火山

の影響，風（台風）及び地震を想定し，

屋外に設置する常設重大事故等対処設備

はその荷重を考慮する。◇3  

 

・有毒ガスについては，再処理施設周辺

の固定施設で発生する可能性のある有毒

ガスとしては，六ヶ所ウラン濃縮工場か

ら漏えいする六ふっ化ウランが加水分解

して発生するふっ化ウラニル及びふっ化

水素を考慮するが，重大事故等対処設備

が有毒ガスにより影響を受けることはな

い。◇3  

 

・化学物質の漏えいについては，再処理

事業所内で運搬する硝酸及び液体二酸化

窒素の屋外での運搬又は受入れ時の漏え
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いを考慮するが，重大事故等対処設備が

化学物質により影響を受けることはない

が，屋外の重大事故等対処設備は保管に

際して漏えいに対する高さを考慮する。

◇3  

 

・電磁的障害については，電磁波の影響

を考慮する。◇3  

 

・近隣工場の火災，爆発については，石

油備蓄基地火災，ＭＯＸ燃料加工施設の

第１高圧ガストレーラ庫の爆発を考慮す

るが，石油備蓄基地火災の影響は小さい

こと，ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガ

ストレーラ庫からの離隔距離が確保され

ていることから，重大事故等対処設備が

影響を受けることはない。◇3  

 

・航空機落下については，三沢対地訓練

区域で訓練飛行中の航空機が施設に墜落

することを想定した防護設計の有無を踏

まえた航空機落下確率評価の結果，再処

理施設への航空機落下は考慮する必要が

ないことから，重大事故等対処設備が航

空機落下により影響を受けることはな

い。◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 海水を通水する系統への影響 

海水を通水する系統への影響に対して

は，常時海水を通水する，海に設置する

又は海で使用する安全施設及び重大事故

等対処設備は耐腐食性材料を使用する。

常時海水を通水するコンクリート構造物

については，腐食を考慮した設計とす

る。 

また，使用時に海水を通水する重大事故

等対処設備は，海水の影響を考慮した設

計とする。 

 

原則，淡水を通水するが，海水も通水す

る可能性のある重大事故等対処設備は，

可能な限り淡水を優先し，海水通水を短

期間とすることで，設備への海水の影響

を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤（P26,37へ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の重大事故等

対処においては取水する

水の種類で優先順位をつ

けていないため。 
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また，海から直接取水する際の異物の流

入防止を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 電磁波による影響 

外部人為事象のうち重大事故等対処設備

に影響を与えるおそれがある事象として

選定する電磁的障害に対しては，重大事

故等対処設備は，重大事故等時において

も電磁波により機能を損なわない設計と

する。 

 

 

(4) 周辺機器等からの悪影響 

(中略) 

重大事故等対処設備は，事故対応のため

に配置・配備している自主対策設備を含

む周辺機器等からの悪影響により機能を

損なわない設計とする。周辺機器等から

の悪影響としては，自然現象，外部人為

事象，火災及び溢水による波及的影響を

考慮する。 

 

 

 

このうち，地震以外の自然現象及び外部

人為事象による波及的影響に起因する周

辺機器等からの悪影響により，それぞれ

重大事故等に対処するための必要な機能

を損なうおそれがないように，常設重大

事故等対処設備は，設計基準事故対処設

備と位置的分散を図り設置する。また，

可搬型重大事故等対処設備は，設計基準

事故対処設備の配置も含めて常設重大事

故等対処設備と位置的分散を図るととも

に，その機能に応じて，全てを一つの保

管場所に保管することなく，複数の保管

場所に分散配置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉑（P32,43へ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

本記載の内容については，

「9.2.2 多様性，位置的分

散，悪影響防止等」にてそ

れぞれの事象に対して記載し

ているため。 

㊴（P37へ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

本記載については，「9.2.2 多

様性，位置的分散，悪影響防

止等」及び「9.2.4環境条件

等」にてそれぞれの事象に対し

て記載しているため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

本記載については，「9.2.2 

多様性，位置的分散，悪影響

防止等」にてそれぞれの事象
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重大事故等対処設備及び資機材等は，竜

巻による風荷重が作用する場合において

も，重大事故等に対処するための必要な

機能に悪影響を及ぼさないように，浮き

上がり又は横滑りにより飛散しない設計

とするか，当該保管エリア以外の重大事

故等対処設備に衝突し，損傷させない位

置に保管する設計とする。位置的分散に

ついては「5.1.2 多様性，位置的分散

等」に示す。 

 

 

 

 

溢水に対しては，重大事故等対処設備

は，想定される溢水により機能を損なわ

ないように，重大事故等対処設備の設置

区画の止水対策等を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備は，地震の波

及的影響により，重大事故等に対処する

ための必要な機能を損なわないように，

設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図

り，その機能に応じて，すべてを一つの

保管場所に保管することなく，複数の保

管場所に分散配置する。 

また，屋内の可搬型重大事故等対処設備

は，油内包機器による地震随伴火災の影

響や，水又は蒸気内包機器による地震随

伴溢水の影響によりその機能を喪失しな

い場所に保管するとともに，屋外の可搬

型重大事故等対処設備は，地震により生

ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺

すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き

上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構

造物の損壊等の影響により必要な機能を

喪失しない位置に保管する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩（P28,38へ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

本記載については、「9.2.2 多様

性，位置的分散，悪影響防止等」

にてそれぞれの事象に対して記載し

ているため。 
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地震による影響に対しては，重大事故等

対処設備は，地震により他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とし，また，地震に

より火災源又は溢水源とならない設計と

する。常設重大事故等対処設備について

は耐震設計を行い，可搬型重大事故等対

処設備については，横滑りを含めて地震

による荷重を考慮して機能を損なわない

設計とすることにより，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

地震起因以外の火災による影響に対して

は，重大事故等対処設備は，火災発生防

止，感知・消火による火災防護対策を行

うことで，また，地震起因以外の溢水に

よる影響に対しては，想定する重大事故

等対処設備の破損等により生じる溢水に

対する防護対策を行うことで，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震による荷重を含む耐震設計について

は，「2.1 地震による損傷の防止」に，

津波（敷地に遡上する津波を含む。）に

よる荷重を含む耐津波設計については，

「2.2 津波による損傷の防止」に，火災

防護については，「3.1 火災による損傷

の防止」に基づく設計とし，それらの事

象による波及的影響により重大事故等に

対処するために必要な機能を損なわない

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫（P28,38へ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

本記載における設計は，耐震設

計そのものであり，「3.1 地

震による損傷の防止」及び

「9.2.6 地震を要因とする重

大事故等に対する施設の耐震設

計」に示す設計の結果，他の設

備に悪影響を及ぼさないことは

自明であるため。 

○59 （P28,38 へ） 
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(2) 重大事故等対処設備の設置場所 

 重大事故等対処設備は，想定される重大

事故等が発生した場合においても操作及

び復旧作業に支障がないように，線量率

の高くなるおそれの少ない場所の選定，

当該設備の設置場所への遮蔽の設置等に

より当該設備の設置場所で操作可能な設

計，放射線の影響を受けない異なる区画

若しくは離れた場所から遠隔で操作可能

な設計，又は遮蔽設備を有する中央制御

室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室並びに緊急時対策所で操作可

能な設計とする。⑨-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 可搬型重大事故等対処設備の設置場

所 

可搬型重大事故等対処設備は，想定され

る重大事故等が発生した場合においても

設置及び常設設備との接続に支障がない

ように，線量率の高くなるおそれの少な

い設置場所の選定，当該設備の設置場所

への遮蔽の設置等により当該設備の設置

場所で操作可能な設計，遮蔽設備を有す

る中央制御室，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策

所で操作可能な設計により，当該設備の

設置及び常設設備との接続が可能な設計

とする。⑩-1 

 

 

２） 重大事故等対処設備の設置場所 

重大事故等対処設備は，想定される重大

事故等が発生した場合においても操作及

び復旧作業に支障がないように，線量率

の高くなるおそれの少ない場所の選定，

当該設備の設置場所への遮蔽の設置等に

より当該設備の設置場所で操作可能な設

計，放射線の影響を受けない異なる区画

若しくは離れた場所から遠隔で操作可能

な設計，又は遮蔽設備を有する中央制御

室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室並びに緊急時対策所で操作可

能な設計とする。⑨-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３） 可搬型重大事故等対処設備の設置

場所 

可搬型重大事故等対処設備は，想定され

る重大事故等が発生した場合においても

設置及び常設設備との接続に支障がない

ように，線量率の高くなるおそれの少な

い設置場所の選定，当該設備の設置場所

への遮蔽の設置等により当該設備の設置

場所で操作可能な設計，遮蔽設備を有す

る中央制御室，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策

所で操作可能な設計により，当該設備の

設置及び常設設備との接続が可能な設計

とする。⑩-1 

 

 

ｂ．重大事故等対処設備の設置場所 

重大事故等対処設備は，想定される重大

事故等が発生した場合においても操作及

び復旧作業に支障がないように，線量率

の高くなるおそれの少ない場所の選定，

当該設備の設置場所への遮蔽の設置等に

より当該設備の設置場所で操作可能な設

計，放射線の影響を受けない異なる区画

若しくは離れた場所から遠隔で操作可能

な設計，又は遮蔽設備を有する中央制御

室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室並びに緊急時対策所で操作可

能な設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．可搬型重大事故等対処設備の設置場

所 

可搬型重大事故等対処設備は，想定され

る重大事故等が発生した場合においても

設置及び常設設備との接続に支障がない

ように，線量率の高くなるおそれの少な

い設置場所の選定，当該設備の設置場所

への遮蔽の設置等により当該設備の設置

場所で操作可能な設計，遮蔽設備を有す

る中央制御室，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策

所で操作可能な設計により，当該設備の

設置及び常設設備との接続が可能な設計

とする。◇1  

 

(5) 設置場所における放射線 

重大事故等対処設備は，想定される重大

事故等が発生した場合においても操作及

び復旧作業に支障がないように，放射線

量の高くなるおそれの少ない設置場所の

選定，当該設備の設置場所への遮蔽の設

置等により当該設備の設置場所で操作可

能な設計，放射線の影響を受けない異な

る区画若しくは離れた場所から遠隔で操

作可能な設計，又は中央制御室遮蔽区域

内である中央制御室から操作可能な設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備は，想定され

る重大事故等が発生した場合においても

設置及び常設設備との接続に支障がない

ように，放射線量の高くなるおそれの少

ない設置場所の選定，当該設備の設置場

所への遮蔽の設置等により，当該設備の

設置及び常設設備との接続が可能な設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「遮蔽の設置等」の指す内容は放射

線の影響対策の総称として示した記

載であり保安規定で示すため当該箇

所では許可の記載を用いた。 

（以下同じ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 (6) 冷却材の性状 

安全施設及び重大事故等対処設備は，系

統外部から異物が流入する可能性のある

系統に対しては，ストレーナ等を設置す

ることにより，その機能を有効に発揮で

きる設計とする。 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，系統外からの異

物については「重大事故等時に汽

水を供給する系統への影響」（⑧

-45，P37）において考慮している

ため。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.5 操作性及び試験・検査性 

(1) 操作性の確保 

 

重大事故等対処設備は，手順書の整備，

訓練・教育により，想定される重大事故

等が発生した場合においても，確実に操

作でき，事業指定(変更許可)申請書

「八、再処理施設において核燃料物質が

臨界状態になることその他の事故が発生

した場合における当該事故に対処するた

めに必要な施設及び体制の整備に関する

事項」ハで考慮した要員数と想定時間内

で，アクセスルートの確保を含め重大事

故等に対処できる設計とする。これらの

運用に係る体制，管理等については，保

安規定に定めて，管理する。⑪ 

 

ａ．操作の確実性 

重大事故等対処設備は，想定される重大

事故等が発生した場合においても操作を

確実なものとするため，重大事故等にお

ける条件を考慮し，操作する場所におい

て操作が可能な設計とする。⑪-1 

 

操作する全ての設備に対し，十分な操作

空間を確保するとともに，確実な操作が

できるよう，必要に応じて操作足場を設

置する。また，防護具，可搬型照明は重

大事故等時に迅速に使用できる場所に配

備することを保安規定に定めて，管理す

る。⑪-2 

 

 

現場操作において工具を必要とする場合

は，一般的に用いられる工具又は専用の

工具を用いて，確実に作業ができる設計

とする。工具は，作業場所の近傍又はア

クセスルートの近傍に保管できる設計と

する。可搬型重大事故等対処設備は運

搬・設置が確実に行えるよう，人力又は

車両等による運搬，移動ができるととも

に，必要により設置場所にてアウトリガ

の張出し又は輪留めによる固定等が可能

な設計とする。⑪-3 

 

 

 

現場の操作スイッチは非常時対策組織要

員の操作性を考慮した設計とする。ま

た，電源操作が必要な設備は，感電防止

のため露出した充電部への近接防止を考

慮した設計とする。⑪-4 

 

(ニ) 操作性及び試験・検査性 

１） 操作性の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ） 操作の確実性 

重大事故等対処設備は，想定される重大

事故等が発生した場合においても操作を

確実なものとするため，重大事故等にお

ける条件を考慮し，操作する場所におい

て操作が可能な設計とする。⑪-1 

 

操作する全ての設備に対し，十分な操作

空間を確保するとともに，確実な操作が

できるよう，必要に応じて操作足場を設

置する。また，防護具，ＬＥＤヘッドラ

ンプ及びＬＥＤ充電式ライト（以下「可

搬型照明」という。）等は重大事故等時

に迅速に使用できる場所に配備する。⑪-

2 

 

現場操作において工具を必要とする場合

は，一般的に用いられる工具又は専用の

工具を用いて，確実に作業ができる設計

とする。工具は，作業場所の近傍又はア

クセスルートの近傍に保管できる設計と

する。可搬型重大事故等対処設備は運

搬・設置が確実に行えるよう，人力又は

車両等による運搬，移動ができるととも

に，必要により設置場所にてアウトリガ

の張出し又は輪留めによる固定等が可能

な設計とする。⑪-3 

 

 

 

現場の操作スイッチは非常時対策組織要

員の操作性を考慮した設計とする。ま

た，電源操作が必要な設備は，感電防止

のため露出した充電部への近接防止を考

慮した設計とする⑪-4 

 

(４) 操作性及び試験・検査性 

ａ．操作性の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ａ) 操作の確実性 

重大事故等対処設備は，想定される重大

事故等が発生した場合においても操作を

確実なものとするため，重大事故等にお

ける条件を考慮し，操作する場所におい

て操作が可能な設計とする。◇1  

 

操作する全ての設備に対し，十分な操作

空間を確保するとともに，確実な操作が

できるよう，必要に応じて操作足場を設

置する。また，防護具，可搬型照明等は

重大事故等時に迅速に使用できる場所に

配備する。◇1  

 

 

 

現場操作において工具を必要とする場合

は，一般的に用いられる工具又は専用の

工具を用いて，確実に作業ができる設計

とする。工具は，作業場所の近傍又は再

処理事業所内の屋外道路及び屋内通路

（以下「アクセスルート」という。）の

近傍に保管できる設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備は運搬・設置

が確実に行えるよう，人力又は車両等に

よる運搬，移動ができるとともに，必要

により設置場所にてアウトリガの張出し

又は輪留めによる固定等が可能な設計と

する。◇1  

 

現場の操作スイッチは非常時対策組織要

員の操作性を考慮した設計とする。ま

た，電源操作が必要な設備は，感電防止

のため露出した充電部への近接防止を考

慮した設計とする。◇1  

 

5.1.6 操作性及び試験・検査性 

(1) 操作性の確保 

 

重大事故等対処設備は，手順書の整備，

訓練・教育により，想定される重大事故

等が発生した場合においても，確実に操

作でき，設置変更許可申請書「十 発電用

原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故

が発生した場合における当該事故に対処

するために必要な施設及び体制の整備に

関する事項」ハで考慮した要員数と想定

時間内で，アクセスルートの確保を含め

重大事故等に対処できる設計とする。こ

れらの運用に係る体制，管理等について

は，保安規定に定めて管理する。 

 

 

 

重大事故等対処設備は，想定される重大

事故等が発生した場合においても操作を

確実なものとするため，重大事故等時の

環境条件を考慮し，操作が可能な設計と

する。 

 

重大事故等対処設備は，操作する全ての

設備に対し，十分な操作空間を確保する

とともに，確実な操作ができるよう，必

要に応じて操作足場を設置する。また，

防護具，可搬型照明等は重大事故等時に

迅速に使用できる場所に配備する。 

 

 

 

現場操作において工具を必要とする場合

は，一般的に用いられる工具又は専用の

工具を用いて，確実に作業ができる設計

とする。工具は，作業場所の近傍又はア

クセスルートの近傍に保管できる設計と

する。可搬型重大事故等対処設備は運

搬，設置が確実に行えるように，人力又

は車両等による運搬，移動ができるとと

もに，必要により設置場所にてアウトリ

ガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能な設計とする。 

 

 

 

現場の操作スイッチは運転員等の操作性

を考慮した設計とする。また，電源操作

が必要な設備は，感電防止のため露出し

た充電部への近接防止を考慮した設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「体制，管理等」とは，保安規定に

定めて管理する対象の総称として示

した記載であることから許可の記載

を用いた。 

【「等」の解説】 

「車両等」とは重量物を取り扱う機

器の総称として示した記載であるこ

とから許可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「固定等」とは設置を確実に行

うための手段の総称として示し

た記載であることから許可の記

載を用いた。 

【許可からの変更点】 

想定される重大事故等が発生した

場合における重大事故等対処設備

の設計については，事業指定(変

更許可)申請書「八、再処理施設

において核燃料物質が臨界状態に

なることその他の事故が発生した

場合における当該事故に対処する

ために必要な施設及び体制の整備

に関する事項」ハに基づく設計と

することを明確化。 

また，これらの運用に係る体制，

管理等を保安規定に定めることを

明確化。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場において人力で操作を行う弁等は，

手動操作が可能な設計とする。⑪-5 

 

現場での接続操作は，ボルト・ネジ接

続，フランジ接続又はより簡便な接続方

式等，接続方式を統一することにより，

速やかに，容易かつ確実に接続が可能な

設計とする。⑪-6 

 

現場操作における誤操作防止のために重

大事故等対処設備には識別表示を設置す

る設計とする。⑪-7 

 

また，重大事故等に対処するために迅速

な操作を必要とする機器は，必要な時間

内に操作できるように中央制御室での操

作が可能な設計とする。制御盤の操作器

具は非常時対策組織要員の操作性を考慮

した設計とする。⑪-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定される重大事故等において操作する

重大事故等対処設備のうち動的機器は，

その作動状態の確認が可能な設計とす

る。⑪-9 

 

ｂ．系統の切替性 

重大事故等対処設備のうち本来の用途(安

全機能を有する施設としての用途等)以外

の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備は，通常時に使用する系

統から速やかに切替操作が可能なよう

に，系統に必要な弁等を設ける設計とす

る。⑫-1 

 

ｃ．可搬型重大事故等対処設備の常設設

備との接続性 

可搬型重大事故等対処設備を常設設備と

接続するものについては，容易かつ確実

に接続でき，かつ，複数の系統が相互に

使用することができるよう，ケーブルは

ボルト・ネジ接続又はより簡便な接続方

式を用いる設計とし，配管・ダクト・ホ

ースは口径並びに内部流体の圧力及び温

現場において人力で操作を行う弁は，手

動操作が可能な設計とする。⑪-5 

 

現場での接続操作は，ボルト･ネジ接続，

フランジ接続又はより簡便な接続方式

等，接続方式を統一することにより，速

やかに，容易かつ確実に接続が可能な設

計とする。⑬-6 

 

現場操作における誤操作防止のために重

大事故等対処設備には識別表示を設置す

る設計とする。⑪-7 

 

また，重大事故等に対処するために迅速

な操作を必要とする機器は，必要な時間

内に操作できるように中央制御室での操

作が可能な設計とする。制御盤の操作器

具は非常時対策組織要員の操作性を考慮

した設計とする。⑪-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定される重大事故等において操作する

重大事故等対処設備のうち動的機器は，

その作動状態の確認が可能な設計とす

る。⑪-9 

 

ⅱ） 系統の切替性 

重大事故等対処設備のうち本来の用途

（安全機能を有する施設としての用途

等）以外の用途として重大事故等に対処

するために使用する設備は，通常時に使

用する系統から速やかに切替操作が可能

なように，系統に必要な弁等を設ける設

計とする。⑫-1 

 

ⅲ） 可搬型重大事故等対処設備の常設

設備との接続性 

可搬型重大事故等対処設備を常設設備と

接続するものについては，容易かつ確実

に接続でき，かつ，複数の系統が相互に

使用することができるよう，ケーブルは

ボルト・ネジ接続又はより簡便な接続方

式を用いる設計とし，配管・ダクト・ホ

ースは口径並びに内部流体の圧力及び温

現場において人力で操作を行う弁は，手

動操作が可能な設計とする。◇1  

 

現場での接続操作は，ボルト･ネジ接続，

フランジ接続又はより簡便な接続方式

等，接続方式を統一することにより，速

やかに，容易かつ確実に接続が可能な設

計とする。◇1  

 

現場操作における誤操作防止のために重

大事故等対処設備には識別表示を設置す

る設計とする。◇1  

 

また，重大事故等に対処するために迅速

な操作を必要とする機器は，必要な時間

内に操作できるように中央制御室での操

作が可能な設計とする。制御盤の操作器

具は非常時対策組織要員の操作性を考慮

した設計とする。◇1  

 

 

常設重大事故等対処設備の操作は，制御

建屋の中央制御室，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室又は設置場所

で可能な設計とする。⑪-8 

 

 

可搬型重大事故等対処設備の操作は，設

置場所で可能な設計とする。⑪-8 

 

想定される重大事故等において操作する

重大事故等対処設備のうち動的機器は，

その作動状態の確認が可能な設計とす

る。◇1  

 

(ｂ) 系統の切替性 

重大事故等対処設備のうち本来の用途

（安全機能を有する施設としての用途

等）以外の用途として重大事故等に対処

するために使用する設備は，通常時に使

用する系統から速やかに切替操作が可能

なように，系統に必要な弁等を設ける設

計とする。◇1  

 

(ｃ) 可搬型重大事故等対処設備の常設

設備との接続性 

可搬型重大事故等対処設備を常設設備と

接続するものについては，容易かつ確実

に接続でき，かつ，複数の系統が相互に

使用することができるよう，ケーブルは

ボルト・ネジ接続又はより簡便な接続方

式を用い，配管・ダクト・ホースは口径

並びに内部流体の圧力及び温度等の特性

現場において人力で操作を行う弁は，手

動操作が可能な設計とする。 

 

現場での接続操作は，ボルト・ネジ接

続，フランジ接続又はより簡便な接続方

式等，接続方式を統一することにより，

確実に接続が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

また，重大事故等に対処するために迅速

な操作を必要とする機器は，必要な時間

内に操作できるように中央制御室での操

作が可能な設計とする。制御盤の操作器

は運転員の操作性を考慮した設計とす

る。 

 

 

操作は中央制御室，異なる区画若しくは

離れた場所又は設置場所で可能な設計と

する。 

 

 

 

操作は中央制御室，離れた場所又は設置

場所で可能な設計とする。 

 

想定される重大事故等において操作する

重大事故等対処設備のうち動的機器につ

いては，その作動状態の確認が可能な設

計とする。 

 

 

重大事故等対処設備のうち，本来の用途

以外の用途として重大事故等に対処する

ために使用する設備は，通常時に使用す

る系統から速やかに切替操作が可能なよ

うに，系統に必要な弁等を設ける設計と

する。 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備を常設設備と

接続するものについては，容易かつ確実

に接続できるように，ケーブルはボル

ト・ネジ接続又はより簡便な接続方式等

を用い，配管は配管径や内部流体の圧力

によって，大口径配管又は高圧環境にお

いてはフランジを用い，小口径配管かつ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

操作性に係る設計方針の違い。再

処理施設では，誤操作防止のため

の識別表示を設置することとして

いるため。 

【「等」の解説】 

「より簡便な接続方式等」とはボル

ト・ネジ接続，フランジ接続以外の

接続方式の手段の総称として示した

記載であることから許可の記載を用

いた。 

【「等」の解説】 

「弁等」の指す内容は手動弁，ダンパ

などであり，系統図でしめすため当該

箇所では明確化しない。 
（以下同じ） 

㊺（P26から） 

㊻（P37から） 

㊿（P25から） 

○53（P29 から） 

1960
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度等の特性に応じたフランジ接続又はよ

り簡便な接続方式を用いる設計とする。

また，同一ポンプを接続するホースは，

流量に応じて口径を統一すること等によ

り，複数の系統での接続方式を考慮した

設計とする。⑬-1 

 

 

 

ｄ．再処理事業所内の屋外道路及び屋内

通路の確保 

想定される重大事故等が発生した場合に

おいて，可搬型重大事故等対処設備の保

管場所から設置場所への運搬及び接続場

所への敷設，又は他の設備の被害状況を

把握するため，再処理事業所内の屋外道

路及び屋内通路をアクセスルートとして

確保できるよう，以下の設計とする。⑭-

1 

 

アクセスルートは，環境条件として考慮

した事象を含め，自然現象，人為事象，

溢水，化学薬品の漏えい及び火災を考慮

しても，運搬，移動に支障をきたすこと

のないよう，迂回路も考慮して複数のア

クセスルートを確保する設計とする。⑭-

2 

 

 

 

 

 

 

 

アクセスルートに対する自然現象につい

ては，重大事故等時における敷地及びそ

の周辺での発生の可能性，アクセスルー

トへの影響度，事象進展速度や事象進展

に対する時間余裕の観点から，アクセス

ルートに影響を与えるおそれがある事象

として，地震，津波(敷地に遡上する津波

を含む。)，洪水，風(台風)，竜巻，凍

結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生

物学的事象及び森林火災を選定する。⑭-

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

度等の特性に応じたフランジ接続又はよ

り簡便な接続方式を用いる設計とする。

また，同一ポンプを接続する配管は流量

に応じて口径を統一すること等により，

複数の系統での接続方式の統一を考慮し

た設計とする。⑬-1 

 

 

 

ⅳ） 再処理事業所内の屋外道路及び屋

内通路の確保 

想定される重大事故等が発生した場合に

おいて，可搬型重大事故等対処設備の保

管場所から設置場所への運搬及び接続場

所への敷設，又は他の設備の被害状況の

把握のため，再処理事業所内の屋外道路

及び屋内通路をアクセスルートとして以

下の設計により確保する。⑭-1 

 

 

アクセスルートは，環境条件として考慮

した事象を含め，自然現象，人為事象，

溢水，化学薬品の漏えい及び火災を考慮

しても，運搬，移動に支障をきたすこと

のないよう，迂回路も考慮して複数のア

クセスルートを確保する。⑭-2 

  

 

 

 

 

 

 

 

アクセスルートに対する自然現象につい

ては，重大事故等時における敷地及びそ

の周辺での発生の可能性，アクセスルー

トへの影響度，事象進展速度や事象進展

に対する時間余裕の観点から，アクセス

ルートに影響を与えるおそれがある事象

として，地震，津波（敷地に遡上する津

波を含む。），洪水，風（台風），竜

巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影

響，生物学的事象及び森林火災を選定す

る。⑭-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

に応じたフランジ接続又はより簡便な接

続方式を用いる設計とする。また，同一

ポンプを接続する配管は流量に応じて口

径を統一すること等により，複数の系統

での接続方式の統一を考慮した設計とす

る。◇1  

 

 
 

(ｄ) 再処理事業所内の屋外道路及び屋

内通路の確保 

想定される重大事故等が発生した場合に

おいて，可搬型重大事故等対処設備の保

管場所から設置場所への運搬及び接続場

所への敷設，又は他の設備の被害状況の

把握のため，再処理事業所内の屋外道路

及び屋内通路をアクセスルートとして以

下の設計により確保する。◇1  

 

 

アクセスルートは，環境条件として考慮

した事象を含めて自然現象，人為事象，

溢水，化学薬品の漏えい及び火災を考慮

しても，運搬，移動に支障をきたすこと

のないよう，迂回路も考慮して複数確保

する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

アクセスルートに対する自然現象につい

ては，地震，津波（敷地に遡上する津波

を含む。）に加え，敷地及びその周辺で

の発生実績の有無に関わらず，国内外の

基準や文献等に基づき収集した洪水，風

（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積

雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学

的事象，森林火災，塩害等の事象を考慮

する。◇10  

その上で，これらの事象のうち，重大事

故等時における敷地及びその周辺での発

生の可能性，アクセスルートへの影響

度，事象進展速度や事象進展に対する時

間余裕の観点から，アクセスルートに影

響を与えるおそれがある事象として，地

震，津波（敷地に遡上する津波を含

む），洪水，風（台風），竜巻，凍結，

降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学

的事象及び森林火災を選定する。◇1  

低圧環境においてはより簡便な接続方式

等を用いる設計とする。窒素ボンベ，空

気ボンベ，タンクローリ等については，

各々専用の接続方式を用いる。また，同

一ポンプを接続する配管は口径を統一す

ることにより，複数の系統での接続方式

の統一も考慮する。 

 

 

 

 

想定される重大事故等が発生した場合に

おいて，可搬型重大事故等対処設備が移

動・運搬できるため，また，他の設備の

被害状況を把握するため，発電所内の道

路及び通路が確保できるよう，以下の設

計とする。 

 

 

 

屋外及び屋内において，アクセスルート

は，自然現象，外部人為事象，溢水及び

火災を想定しても，運搬，移動に支障を

きたすことのないよう，迂回路も考慮し

て複数のアクセスルートを確保する設計

とする。 

 

なお，想定される重大事故等の収束に必

要となる屋外アクセスルートは，基準津

波の影響を受けない防潮堤内に，基準地

震動Ｓｓ及び敷地に遡上する津波の影響

を受けないルートを少なくとも1つ確保す

る設計とする。 

 

屋外及び屋内アクセスルートに影響を与

えるおそれがある自然現象として，地

震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。），風（台風），竜巻，凍結，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災及び高潮を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の屋外アクセス

ルートは，⑭-9（P61）のと

おり基準地震動Ｓｓに対し

迂回路も考慮して複数のア

クセスルートを確保する設

計としているため。 

【「等」の解説】 

「内部流体の圧力及び温度等」

とは内部流体の特性の総称とし

て示した記載であることから許

可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「流量に応じて口径を統一するこ

と等」とは，複数の系統での接続

方式の統一手段の総称として示し

た記載であり，許可の記載を用い

た。 

【許可からの変更点】 

事故時に実施するアクセスルー

トの確保（運用）と，設計の内

容を明確化したことを記載。 

 

【許可からの変更点】 

記載の適正化 

1961
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アクセスルートに対する人為事象につい

ては，重大事故等時における敷地及びそ

の周辺での発生の可能性，アクセスルー

トへの影響度，事象進展速度や事象進展

に対する時間余裕の観点から，アクセス

ルートに影響を与えるおそれのある事象

として選定する航空機落下，敷地内にお

ける化学物質の漏えい，電磁的障害，近

隣工場等の火災，爆発，ダムの崩壊，船

舶の衝突及び故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムに対して，迂回路

も考慮した複数のアクセスルートを確保

する設計とする。⑭-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，洪水，ダムの崩壊及び船舶の衝突

については立地的要因により設計上考慮

する必要はない。落雷及び電磁的障害に

対しては，道路面が直接影響を受けるこ

とはないことからアクセスルートへの影

響はない。生物学的事象に対しては，容

易に排除可能なため，アクセスルートへ

の影響はない。⑭-5 

 

屋外のアクセスルートは，「3.1  地震

による損傷の防止」にて考慮する地震の

影響(周辺構造物等の損壊，周辺斜面の崩

壊及び道路面のすべり)，その他自然現象

による影響(風(台風)及び竜巻による飛来

物，積雪並びに火山の影響)及び人為事象

による影響(航空機落下，爆発)を想定

し，複数のアクセスルートの中から状況

を確認し，早急に復旧可能なアクセスル

ートを確保するため，障害物を除去可能

なホイールローダを３台使用する。ホイ

ールローダは，必要数として３台に加

え，予備として故障時及び点検保守によ

る待機除外時のバックアップを４台，合

計７台を保有数とし，分散して保管する

設計とする。⑭-6 

 

 

 

 

 

アクセスルートに対する人為事象につい

ては，重大事故等時における敷地及びそ

の周辺での発生の可能性，アクセスルー

トへの影響度，事象進展速度や事象進展

に対する時間余裕の観点から，アクセス

ルートに影響を与えるおそれのある事象

として選定する航空機落下，敷地内にお

ける化学物質の漏えい，電磁的障害，近

隣工場等の火災，爆発，ダムの崩壊，船

舶の衝突及び故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムに対して，迂回路

も考慮した複数のアクセスルートを確保

する設計とする。⑭-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外のアクセスルートは，「ロ．（５）

(ⅱ) 重大事故等対処施設の耐震設計」

にて考慮する地震の影響（周辺構造物等

の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のす

べり），その他自然現象による影響（風

（台風）及び竜巻による飛来物，積雪並

びに火山の影響）及び人為事象による影

響（航空機落下，爆発）を想定し，複数

のアクセスルートの中から状況を確認

し，早急に復旧可能なアクセスルートを

確保するため，障害物を除去可能なホイ

ールローダを３台使用する。ホイールロ

ーダは，必要数として３台に加え，予備

として故障時及び点検保守による待機除

外時のバックアップを４台，合計７台を

保有数とし，分散して保管する設計とす

る。⑭-6 

 

 

 

 

アクセスルートに対する人為事象につい

ては，国内外の文献等から抽出し，さら

に事業指定基準規則の解釈第９条に示さ

れる飛来物（航空機落下），有毒ガス，

敷地内における化学物質の漏えい，電磁

的障害，近隣工場等の火災，爆発，ダム

の崩壊，船舶の衝突及び故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムを考慮

する。◇10  

その上で，これらの事象のうち，重大事

故等時における敷地及びその周辺での発

生の可能性，アクセスルートへの影響

度，事象進展速度や事象進展に対する時

間余裕の観点から，アクセスルートに影

響を与えるおそれのある事象として選定

する航空機落下，敷地内における化学物

質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の

火災，爆発，ダムの崩壊，船舶の衝突及

び故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムに対して，迂回路も考慮した

複数のアクセスルートを確保する設計と

する。◇1  

 

なお，洪水，ダムの崩壊及び船舶の衝突

については立地的要因により設計上考慮

する必要はない。落雷及び電磁的障害に

対しては，道路面が直接影響を受けるこ

とはないことからアクセスルートへの影

響はない。生物学的事象に対しては，容

易に排除可能なため，アクセスルートへ

の影響はない。⑭-5 

 

屋外のアクセスルートは，「1.6.2 重大

事故等対処施設の耐震設計」にて考慮す

る地震の影響（周辺構造物等の損壊，周

辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），そ

の他自然現象による影響（風（台風）及

び竜巻による飛来物，積雪並びに火山の

影響）及び人為事象による影響（航空機

落下，爆発）を想定し，複数のアクセス

ルートの中から状況を確認し，早急に復

旧可能なアクセスルートを確保するた

め，障害物を除去可能なホイールローダ

を３台使用する。ホイールローダは，必

要数として３台に加え，予備として故障

時及び点検保守による待機除外時のバッ

クアップを４台，合計７台を保有数と

し，分散して保管する設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

屋外及び屋内アクセスルートに対する外

部人為事象については，屋外アクセスル

ートに影響を与えるおそれがある事象と

して選定する飛来物（航空機落下），爆

発，近隣工場等の火災，危険物を搭載し

た車両，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的

障害及び故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムに対して，迂回路も考

慮した複数のアクセスルートを確保する

設計とする。 

 

屋外アクセスルートは，自然現象のうち

凍結，森林火災，外部人為事象のうち飛

来物（航空機落下），爆発，近隣工場等

の火災，危険物を搭載した車両，有毒ガ

ス及び船舶の衝突に対しては，迂回路も

考慮した複数のアクセスルートを確保す

る設計とする。 

 

 

 

 

 

電磁的障害に対しては，道路面が直接影

響を受けることはないことからアクセス

ルートへの影響はない。 

 

落雷に対しては，道路面が直接影響を受

けることはないため，さらに生物学的事

象に対しては，容易に排除可能なため，

アクセスルートへの影響はない。 

 

屋外アクセスルートに対する地震による

影響（周辺構造物等の損壊，周辺斜面の

崩壊及び道路面のすべり），その他自然

現象（風（台風）及び竜巻による飛来

物，積雪並びに火山の影響）による影響

を想定し，複数のアクセスルートの中か

ら状況を確認し，早期に復旧可能なアク

セスルートを確保するため，障害物を除

去可能なホイールローダを2 台（予備3 

台）保管，使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

なお，東海発電所の排気筒の短尺化及び

サービス建屋減築等によりアクセスルー

トへの影響を防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

東海発電所特有の事情によ

る方針であるため。 

【「等」の解説】 

「周辺構造物等」とは，地震の影

響により損壊し屋外のアクセスル

ートを阻害しうる構築物の総称と

して示した記載であることから許

可の記載を用いた。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

アクセスルートに対して影響が

ない事象として，洪水，ダムの

崩壊及び船舶の衝突を記載して

いるため。 

○60（P61 から） 

○76（P61 から） 
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屋外のアクセスルートは，地震による屋

外タンクからの溢水及び降水に対して

は，道路上への自然流下も考慮した上

で，通行への影響を受けない箇所に確保

する設計とする。⑭-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外のアクセスルートは，「3.1 地震に

よる損傷の防止」にて考慮する地震の影

響による周辺斜面の崩壊及び道路面のす

べりで崩壊土砂が広範囲に到達すること

を想定した上で，ホイールローダにより

崩壊箇所を復旧する又は迂回路を確保す

る設計とする。⑭-9 

 

不等沈下等に伴う段差の発生が想定され

る箇所においては，段差緩和対策を行う

設計とする。⑭-10 

 

 

 

屋外のアクセスルートは，考慮すべき自

然現象のうち凍結及び積雪に対して，車

両はタイヤチェーン等を装着することに

より通行性を確保できる設計とする。⑭-

11 

 

屋外のアクセスルートは，地震による屋

外タンクからの溢水及び降水に対して

は，道路上への自然流下も考慮した上

で，通行への影響を受けない箇所に確保

する設計とする。⑭-7 

 

 

敷地外水源の取水場所及び取水場所への

屋外のアクセスルートに遡上するおそれ

のある津波に対しては，津波警報の解除

後に対応を開始する。なお，津波警報の

発令を確認時にこれらの場所において対

応中の場合に備え，非常時対策組織要員

及び可搬型重大事故等対処設備を一時的

に退避する手順を整備する。⑭-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外のアクセスルートは，「ロ．（５）

(ⅱ) 重大事故等対処施設の耐震設計」

にて考慮する地震の影響による周辺斜面

の崩壊及び道路面のすべりで崩壊土砂が

広範囲に到達することを想定した上で，

ホイールローダにより崩壊箇所を復旧す

る又は迂回路を確保する。⑭-9 

 

また，不等沈下等に伴う段差の発生が想

定される箇所においては，段差緩和対策

を行う設計とし，ホイールローダにより

復旧する。⑭-10 

 

 

屋外のアクセスルートは，考慮すべき自

然現象のうち凍結及び積雪に対して，道

路については融雪剤を配備し，車両につ

いてはタイヤチェーン等を装着すること

により通行性を確保できる設計とする。

 

屋外のアクセスルートは，地震による屋

外タンクからの溢水及び降水に対して

は，道路上への自然流下も考慮した上

で，通行への影響を受けない箇所に確保

する設計とする。◇1  
 

 

尾駮沼取水場所Ａ，尾駮沼取水場所Ｂ又

は二又川取水場所Ａ（以下「敷地外水

源」という。）の【⑭-8】取水場所及び

取水場所への屋外のアクセスルートに遡

上するおそれのある津波に対しては，津

波警報の解除後に対応を開始する。 

なお，津波警報の発令を確認時にこれら

の場所において対応中の場合に備え，非

常時対策組織要員及び可搬型重大事故等

対処設備を一時的に退避する手順を整備

する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外のアクセスルートは，「1.6.2 重大

事故等対処施設の耐震設計」にて考慮す

る地震の影響による周辺斜面の崩壊及び

道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到

達することを想定した上で，ホイールロ

ーダにより崩壊箇所を復旧するか又は迂

回路を確保する。◇1  
 

また，不等沈下等に伴う段差の発生が想

定される箇所においては，段差緩和対策

を行う設計とし，ホイールローダにより

復旧する。◇1  

 

 

屋外のアクセスルートは，考慮すべき自

然現象のうち凍結及び積雪に対して，道

路については融雪剤を配備し，車両につ

いてはタイヤチェーン等を装着すること

により通行性を確保できる設計とする。

 

また，地震による屋外タンクからの溢水

及び降水に対しては，道路上への自然流

下も考慮した上で，通行への影響を受け

ない箇所にアクセスルートを確保する設

計とする。 

 

 

津波の影響については，敷地に遡上する

津波による遡上高さに対して十分余裕を

見た高さに高所のアクセスルートを確保

する設計とする。 

 

また，高潮に対しては，通行への影響を

受けない敷地高さにアクセスルートを確

保する設計とする。 

 

 

 

 

屋外アクセスルートは，自然現象のうち

凍結，森林火災，外部人為事象のうち飛

来物（航空機落下），爆発，近隣工場等

の火災，危険物を搭載した車両，有毒ガ

ス及び船舶の衝突に対しては，迂回路も

考慮した複数のアクセスルートを確保す

る設計とする。 

 

 

落雷に対しては，道路面が直接影響を受

けることはないため，さらに生物学的事

象に対しては，容易に排除可能なため，

アクセスルートへの影響はない。 

 

屋外アクセスルートは，地震の影響によ

る周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりで

崩壊土砂が広範囲に到達することを想定

した上で，ホイールローダによる崩壊箇

所の復旧又は迂回路の通行を行うこと

で，通行性を確保できる設計とする。 

 

 

また，不等沈下等に伴う段差の発生が想

定される箇所においては，段差緩和対策

等を行う設計とする。 

 

 

 

屋外アクセスルートは，自然現象のうち

凍結及び積雪に対して，道路については

融雪剤を配備し，車両についてはタイヤ

チェーン等を装着することにより通行性

を確保できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「不等沈下等」の指す内容は敷地下

斜面のすべり，液状化又は揺すり込

みによる不等沈下などであり，添付

書類で示すため当該箇所では許可の

記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「タイヤチェーン等」とは凍結又は

積雪時の車両の通行性を確保するた

めの手段の総称として示した記載で

あることから許可の記載を用いた。 

○60（P60 へ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は海岸

約 5km，標高約 50m

に位置することか

ら，津波の影響に

ついて考慮する必

要がないため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は海岸約

5km，標高約 50mに位置

することから，高潮の影

響について考慮する必要

がないため。 

○76（P60 へ） 

○78（P63 へ） ○79（P63 へ） 

○80（P63,64 へ） ○81（P63,64 へ） 
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屋内のアクセスルートは，「3.1 地震に

よる損傷の防止」の地震を考慮した建屋

等に複数確保する設計とする。⑭-14 

 

 

屋内のアクセスルートは，津波に対して

立地的要因によりアクセスルートへの影

響はない。⑭-15 

 

 

屋内のアクセスルートは，自然現象及び

人為事象として選定する風(台風)，竜

巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火

山の影響，生物学的事象，森林火災，塩

害，航空機落下，敷地内における化学物

質の漏えい，近隣工場等の火災，爆発，

有毒ガス及び電磁的障害に対して，外部

からの衝撃による損傷の防止が図られた

建屋等内に確保する設計とする。⑭-16 

 

 

 

 

⑭-11 

 

 

敷地内における化学物質の漏えいに対し

ては，必要に応じて薬品防護具の着用に

より通行する。⑭-12 

 

 

 

 

屋外のアクセスルートは，考慮すべき自

然現象及び人為事象のうち森林火災及び

近隣工場等の火災に対しては，消防車に

よる初期消火活動を行う手順を整備す

る。⑭-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内のアクセスルートは，「ロ．（５）

(ⅱ) 重大事故等対処施設の耐震設計」

の地震を考慮した建屋等に複数確保する

設計とする。⑭-14 

 

 

 

 

 

 

屋内のアクセスルートは，自然現象及び

人為事象として選定する風（台風），竜

巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火

山の影響，生物学的事象，森林火災，塩

害，航空機落下，爆発，敷地内における

化学物質の漏えい，近隣工場等の火災，

有毒ガス及び電磁的障害に対して，外部

からの衝撃による損傷の防止が図られた

建屋等内に確保する設計とする。⑭-16 

 

 

 

 

◇1  

 

 

敷地内における化学物質の漏えいに対し

ては，必要に応じて薬品防護具の着用に

より通行する。【◇1 】なお，融雪剤の配

備等については，「添付書類八 5.1.1 

(２) アクセスルートの確保」に示す。

◇5  

 

屋外のアクセスルートは，考慮すべき自

然現象及び人為事象のうち森林火災及び

近隣工場等の火災に対しては，消防車に

よる初期消火活動を行う手順を整備す

る。◇1  

  

大規模な自然災害又は故意による大型航

空機の衝突その他テロリズムによる大規

模損壊時の消火活動等については，「添

付書類八 5.2大規模な自然災害又は故意

による大型航空機の衝突その他テロリズ

ムへの対応における事項」に示す。◇4  

 

屋外のアクセスルートの地震発生時にお

ける，火災の発生防止対策（可燃物を収

納した容器の固縛による転倒防止）及び

火災の拡大防止対策（大量の可燃物を内

包する変圧器の防油堤の設置）について

は，「火災防護計画」に定める。◇8  

 

屋内のアクセスルートは，「1.6.2 重大

事故等対処施設の耐震設計」の地震を考

慮した建屋等に複数確保する設計とす

る。◇1  

 

屋内のアクセスルートは，津波に対して

立地的要因によりアクセスルートへの影

響はない。⑭-15 

 

 

屋内のアクセスルートは，自然現象及び

人為事象として選定する風（台風），竜

巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火

山の影響，生物学的事象，森林火災，塩

害，航空機落下，爆発，敷地内における

化学物質の漏えい，近隣工場等の火災，

有毒ガス及び電磁的障害に対して，外部

からの衝撃による損傷の防止が図られた

建屋等内に確保する設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内アクセスルートは，自然現象として

選定する津波（敷地に遡上する津波を含

む。），風（台風），竜巻，凍結，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災及び高潮による影響に対

して，外部からの衝撃による損傷の防止

が図られた建屋内に確保する設計とす

る。 

 

屋内アクセスルートは，外部人為事象と

して選定する飛来物（航空機落下），爆

発，近隣工場等の火災，危険物を搭載し

た車両，有毒ガス及び船舶の衝突に対し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

アクセスルートに係る設計

方針の違い。再処理施設で

は，屋内のアクセスルート

の地震に対する設計方針を

定めているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

アクセスルートにおいて考慮す

る事象の違い。再処理施設で

は，高温，塩害，電磁的障害に

ついても考慮することとしてい

るため。 
（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は，立地的特徴

から，船舶の衝突の影響に

ついて考慮する必要がない

ため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は海岸

約 5km，標高約 50m

に位置することか

ら，津波の影響に

ついて考慮する必

要がないため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は海岸約

5km，標高約 50mに

位置することから，

高潮の影響について

考慮する必要がない

ため。 

○80（P64 へ） 
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再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路

を確保するために，上記の設計に加え，

以下を保安規定に定めて，管理する。 

 

・尾駮沼取水場所Ａ，尾駮沼取水場所Ｂ

又は二又川取水場所Ａ(以下「敷地外水

源」という。)の取水場所及び取水場所へ

の屋外のアクセスルートに遡上するおそ

れのある津波に対しては，津波警報の解

除後に対応を開始すること。また，津波

警報の発令を確認時にこれらの場所にお

いて対応中の場合に備え，非常時対策組

織要員及び可搬型重大事故等対処設備を

一時的に退避すること。⑭-8 

 

 

・屋外のアクセスルートは，「3.1 地震

による損傷の防止」にて考慮する地震の

影響による周辺斜面の崩壊，道路面のす

べりによる崩壊土砂及び不等沈下等に伴

う段差の発生が想定される箇所において

は，ホイールローダにより復旧するこ

と。 

 

 

 

 

屋内のアクセスルートにおいては，機器

からの溢水及び化学薬品漏えいに対して

アクセスルートでの非常時対策組織要員

の安全を考慮した防護具を着用する。ま

た，地震時に通行が阻害されないよう

に，アクセスルート上の資機材の落下防

止，転倒防止及び固縛の措置並びに火災

の発生防止対策を実施する。⑭-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外及び屋内のアクセスルートにおいて

は，被ばくを考慮した放射線防護具の配

備を行い，移動時及び作業時の状況に応

じて着用する。また，夜間及び停電時の

確実な運搬や移動のため可搬型照明を配

備する。⑭-18 

 

 

 

 

 

 

 

敷地外水源の取水場所及び取水場所への

屋外のアクセスルートに遡上するおそれ

のある津波に対しては，津波警報の解除

後に対応を開始する。なお，津波警報の

発令を確認時にこれらの場所において対

応中の場合に備え，非常時対策組織要員

及び可搬型重大事故等対処設備を一時的

に退避する手順を整備する。⑭-8 

 

 

 

 

屋外のアクセスルートは，「ロ．（５）

(ⅱ) 重大事故等対処施設の耐震設計」

にて考慮する地震の影響による周辺斜面

の崩壊及び道路面のすべりで崩壊土砂が

広範囲に到達することを想定した上で，

ホイールローダにより崩壊箇所を復旧す

る又は迂回路を確保する。⑭-9 

 

 

 

 

屋内のアクセスルートにおいては，機器

からの溢水及び化学薬品漏えいに対して

アクセスルートでの非常時対策組織要員

の安全を考慮した防護具を着用する。ま

た，地震時に通行が阻害されないよう

に，アクセスルート上の資機材の落下防

止，転倒防止及び固縛の措置並びに火災

の発生防止対策を実施する。【◇1 】万一

通行が阻害される場合は迂回する又は乗

り越える。◇9  

 

 

 

 

 

 

 

屋外及び屋内のアクセスルートにおいて

は，被ばくを考慮した放射線防護具の配

備を行い，移動時及び作業時の状況に応

じて着用する。また，夜間及び停電時の

確実な運搬や移動のため可搬型照明を配

備する。◇1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て，外部からの衝撃による損傷の防止が

図られた建屋内に確保する設計とする。 

 

 

屋内アクセスルートの設定に当たって

は，油内包機器による地震随伴火災の影

響や，水又は蒸気内包機器による地震随

伴溢水の影響を考慮するとともに，迂回

路を含む複数のルート選定が可能な配置

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波の影響については，敷地に遡上する

津波による遡上高さに対して十分余裕を

見た高さに高所のアクセスルートを確保

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

また，不等沈下等に伴う段差の発生が想

定される箇所においては，段差緩和対策

等を行う設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の立地的特徴から津波の

影響が考えられる範囲が取水場所及

び取水場所への屋外のアクセスルー

トに限定されることに加え，重大事

故等対処の特徴としてこれらの場所

で要員が活動するため。 

○78（P61 から） ○79（P61 から） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は海岸

約 5km，標高約 50m

に位置することか

ら，津波の影響に

ついて考慮する必

要がないため。 

○80（P61 から） 

○81（P61 から） 

【許可からの変更点】 

運用に係る事項をまとめて記載 

することとした。 

【許可からの変更点】 

敷地外水源の定義を明確化。 

○82（P64 へ） ○83（P64 へ） 
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・屋外のアクセスルートは，考慮すべき

自然現象のうち凍結及び積雪に対して，

道路については，融雪剤を配備するこ

と。 

 

 

 

・敷地内における化学物質の漏えいに対

して薬品防護具を配備し，必要に応じて

着用すること。 

 

・屋外のアクセスルートは，考慮すべき

自然現象及び人為事象のうち森林火災及

び近隣工場等の火災に対しては，消防車

による初期消火活動を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・屋内のアクセスルートにおいては，機

器からの溢水及び化学薬品漏えいを考慮

し，防護具を配備し，必要に応じて着用

すること。また，地震時に通行が阻害さ

れないように，アクセスルート上の資機

材の落下防止，転倒防止及び固縛の措置

並びに火災の発生防止対策を実施するこ

と。 

 

 

 

・屋外及び屋内のアクセスルートにおい

ては，被ばくを考慮した放射線防護具の

配備を行い，移動時及び作業時の状況に

応じて着用すること。また，夜間及び停

電時の確実な運搬や移動のため可搬型照

明を配備すること。 

 

 

 

 

 

 

また，不等沈下等に伴う段差の発生が想

定される箇所においては，段差緩和対策

を行う設計とし，ホイールローダにより

復旧する。⑭-10 

 

屋外のアクセスルートは，考慮すべき自

然現象のうち凍結及び積雪に対して，道

路については融雪剤を配備し，車両につ

いてはタイヤチェーン等を装着すること

により通行性を確保できる設計とする。

⑭-11 

 

敷地内における化学物質の漏えいに対し

ては，必要に応じて薬品防護具の着用に

より通行する。⑭-12 

 

屋外のアクセスルートは，考慮すべき自

然現象及び人為事象のうち森林火災及び

近隣工場等の火災に対しては，消防車に

よる初期消火活動を行う手順を整備す

る。⑭-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内のアクセスルートにおいては，機器

からの溢水及び化学薬品漏えいに対して

アクセスルートでの非常時対策組織要員

の安全を考慮した防護具を着用する。ま

た，地震時に通行が阻害されないよう

に，アクセスルート上の資機材の落下防

止，転倒防止及び固縛の措置並びに火災

の発生防止対策を実施する。⑭-17 

 

 

 

屋外及び屋内のアクセスルートにおいて

は，被ばくを考慮した放射線防護具の配

備を行い，移動時及び作業時の状況に応

じて着用する。また，夜間及び停電時の

確実な運搬や移動のため可搬型照明を配

備する。⑭-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外アクセスルートは，自然現象のうち

凍結及び積雪に対して，道路については

融雪剤を配備し，車両についてはタイヤ

チェーン等を装着することにより通行性

を確保できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内アクセスルートの設定に当たって

は，油内包機器による地震随伴火災の影

響や，水又は蒸気内包機器による地震随

伴溢水の影響を考慮するとともに，迂回

路を含む複数のルート選定が可能な配置

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

融雪剤の配備は運用のため，保

安規定に定めて，管理すること

とすることを明確化した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

アクセスルートにおいて考慮す

る事象の違い。再処理施設で

は，化学物質の漏えいを考慮す

ることとしているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

アクセスルートに係る設計方針の

違い。再処理施設では，森林火災

及び近隣工場等の火災に対して消

防車による初期消火活動を実施す

ることとしているため。 

【許可からの変更点】 

森林火災及び近隣工場等の火災に

対してアクセスルートを確保する

ために初期消火を行うことを保安

規定に定めることを記載。 

○80（P61 から） 

○80（P62 から） 

○81（P61 から） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

アクセスルートに係る設計

方針の違い。再処理施設で

は，可搬型照明によるアク

セス性の確保及び被ばくに

対する放射線防護具の着用

について設計方針を定めて

いるため。 

【許可からの変更点】 

機器からの溢水に対してアクセ

スルートでの非常時対策組織要

員の安全を確保するために防護

具を配備・着用することを保安

規定に定めることを記載。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

アクセスルートに係る設計

方針の違い。再処理施設で

は，アクセスルート上の資

機材への措置について設計

方針を定めているため。 

【許可からの変更点】 

地震に対してアクセスルートを確保するために資機材の

落下防止，転倒防止及び固縛の措置並びに火災の発生防

止対策を実施することを保安規定に定めることを記載。 

○82（P63 から） 

【許可からの変更点】 

屋内外のアクセスルートの移動時及び作業

時の状況に応じて放射線防護具を着用する

ことを保安規定に定めることを記載。 

○83（P63 から） 
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(2) 試験・検査性 

 

重大事故等対処設備は，通常時におい

て，重大事故等への対処に必要な機能を

確認するための試験又は検査並びに当該

機能を健全に維持するための保守及び修

理が実施できるよう，機能・性能の確

認，漏えいの有無の確認，分解点検等が

できる構造とする。⑮-1 

 

 

 

 

試験又は検査は，使用前事業者検査，定

期事業者検査，自主検査等が実施可能な

設計とする。また，保守及び修理は，維

持活動としての点検(日常の運転管理の活

用を含む。)，取替え，保修等が実施可能

な設計とする。⑮-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設の運転中に待機状態にある重

大事故等対処設備は，再処理施設の運転

に大きな影響を及ぼす場合を除き，定期

的な試験又は検査ができる設計とする。

また，多様性又は多重性を備えた系統及

び機器にあっては，各々が独立して試験

又は検査並びに保守及び修理ができる設

計とする。⑮-3 

 

 

 

 

 

 

構造・強度の確認又は内部構成部品の確

認が必要な設備は，原則として分解・開

放(非破壊検査を含む。)が可能な設計と

し，機能・性能確認，各部の経年劣化対

策及び日常点検を考慮することにより，

分解・開放が不要なものについては外観

の確認が可能な設計とする。⑮-4 

  

 

２） 試験・検査性 

  

重大事故等対処設備は，健全性及び能力

を確認するため，再処理施設の運転中又

は停止中に必要な箇所の点検保守，試験

又は検査を実施できるよう，機能・性能

の確認，漏えいの有無の確認，分解点検

等ができる構造とする。⑮-1 

 

 

 

 

 

試験及び検査は，使用前事業者検査，定

期事業者検査，自主検査等に加え，維持

活動としての点検（日常の運転管理の活

用を含む。）が実施可能な設計とする。

⑮-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設の運転中に待機状態にある重

大事故等対処設備は，再処理施設の運転

に大きな影響を及ぼす場合を除き，定期

的な試験又は検査ができる設計とする。 

また，多様性又は多重性を備えた系統及

び機器にあっては，各々が独立して試験

又は検査ができる設計とする。⑮-3 

 

 

 

 

 

 

構造・強度の確認又は内部構成部品の確

認が必要な設備は，原則として分解・開

放（非破壊検査を含む。）が可能な設計

とし，機能・性能確認，各部の経年劣化

対策及び日常点検を考慮することによ

り，分解・開放が不要なものについては

外観の確認が可能な設計とする。⑮-4 

 

 

 

 

ｂ．試験・検査性 

 

重大事故等対処設備は，健全性及び能力

を確認するため，再処理施設の運転中又

は停止中に必要な箇所の点検保守，試験

又は検査を実施できるよう，機能・性能

の確認，漏えいの有無の確認，分解点検

等ができる構造とする。◇1  

 

 

 

 

 

試験及び検査は，使用前事業者検査，定

期事業者検査，自主検査等に加え，維持

活動としての点検（日常の運転管理の活

用を含む。）が実施可能な設計とする。

◇1  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設の運転中に待機状態にある重

大事故等対処設備は，再処理施設の運転

に大きな影響を及ぼす場合を除き，定期

的な試験又は検査ができる設計とする。 

また，多様性又は多重性を備えた系統及

び機器にあっては，各々が独立して試験

又は検査ができる設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

構造・強度の確認又は内部構成部品の確

認が必要な設備は，原則として分解・開

放（非破壊検査を含む。）が可能な設計

とし，機能・性能確認，各部の経年劣化

対策及び日常点検を考慮することによ

り，分解・開放が不要なものについては

外観の確認が可能な設計とする。◇1  

 

 

 

 

(2) 試験・検査性 

 

重大事故等対処設備は，健全性及び能力

を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に必要な箇所の保守点検，試

験又は検査を実施できるよう，機能・性

能の確認，漏えいの有無の確認，分解点

検等ができる構造とし，そのために必要

な配置，空間等を備えた設計とする。ま

た，接近性を考慮して必要な空間等を備

え，構造上接近又は検査が困難である箇

所を極力少なくする。 

 

試験及び検査は，使用前検査，施設定期

検査，定期安全管理検査及び溶接安全管

理検査の法定検査に加え，保全プログラ

ムに基づく点検が実施できる設計とす

る。 

 

重大事故等対処設備は，原則系統試験及

び漏えいの有無の確認が可能な設計とす

る。系統試験については，テストライン

などの設備を設置又は必要に応じて準備

することで試験可能な設計とする。ま

た，悪影響防止の観点から他と区分する

必要があるもの又は単体で機能・性能を

確認するものは，他の系統と独立して機

能・性能確認が可能な設計とする。 

 

発電用原子炉の運転中に待機状態にある

重大事故等対処設備は，発電用原子炉の

運転に大きな影響を及ぼす場合を除き，

運転中に定期的な試験又は検査が実施可

能な設計とする。また，多様性又は多重

性を備えた系統及び機器にあっては，

各々が独立して試験又は検査ができる設

計とする。  

 

代替電源設備は，電気系統の重要な部分

として，適切な定期試験及び検査が可能

な設計とする。 

 

構造・強度の確認又は内部構成部品の確

認が必要な設備は，原則として分解・開

放（非破壊検査を含む。）が可能な設計

とし，機能・性能確認，各部の経年劣化

対策及び日常点検を考慮することによ

り，分解・開放が不要なものについては

外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，該当する

施設がないため記載しな

い。（再処理施設の代替電

源は可搬型設備として整備

するため，他記載方針に含

まれる） 

【「等」の解説】 

「機能・性能の確認，漏えいの有無

の確認，分解点検等」が指す具体的

な内容は対処するために必要な機能

の確認方法の総称として示した記載

であることから許可の記載を用い

た。 

【「等」の解説】 

「自主検査等」とは技術基準規則要求以外に係る機能維持の総

称として示した記載であることから許可の記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化 

【許可からの変更点】 

「試験又は検査」及び

「保守及び修理」の内容

を明確化した。（以下同

じ） 

【「等」の解説】 

「維持活動としての点検(日常の運転管

理の活用を含む。)，取替え，保修等」

が指す具体的な内容は設備によって異な

り，保安規定に基づき策定する施設管理

実施計画において明確化するため，基本

設計方針では等とした。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，該当する施設がな

いため記載しない。（再処理施設の

代替電源は可搬型設備として整備す

るため，他記載方針に含まれる） 
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可搬型重大事故等対処設備のうち点検保

守による待機除外時のバックアップが必

要な設備については，点検保守中に重大

事故等が発生した場合においても確実に

対処できるようにするため，同時に点検

保守を行う個数を考慮した待機除外時の

バックアップを確保する。なお，点検保

守時には待機除外時のバックアップを配

備した上で点検保守を行うものとする。

◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊷（P22へ） 

1968



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十六条 （重大事故等対処設備）（67 / 78） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.6 地震を要因とする重大事故等に対

する施設の耐震設計 

(1) 地震を要因とする重大事故等に対す

る施設の耐震設計の基本方針 

基準地震動Ｓｓを超える地震動に対して

機能維持が必要な施設については，重大

事故等対処施設及び安全機能を有する施

設の耐震設計における設計方針を踏襲

し，重大事故等対処施設の構造上の特

徴，重大事故等の状態で施設に作用する

荷重等を考慮し，基準地震動Ｓｓの 1.2

倍の地震力に対して，必要な機能が損な

われるおそれがないことを目的として，

以下のとおり耐震設計を行う。⑯-1 

 

ａ．事業指定(変更許可)における重大事

故の発生を仮定する際の条件の設定及び

重大事故の発生を仮定する機器の特定に

おいて，基準地震動Ｓｓの 1.2倍の地震

動を考慮した際に機能維持できる設計と

した設備(以下「起因に対し発生防止を期

待する設備」という。)は，基準地震動Ｓ

ｓを 1.2 倍した地震力に対して，静的な

閉じ込め機能，崩壊熱等の除去機能，核

的制限値の維持機能及び転倒・落下防止

機能を損なわない設計とする。⑯-2 

起因に対し発生防止を期待する設備を設

置する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓ

を 1.2倍した地震力によって設置する建

物・構築物に生じる変形等の地震影響に

おいても，起因に対し発生防止を期待す

る設備を支持できる設計とする。 

 

ｂ．地震を要因として発生する重大事故

等に対処する常設重大事故等対処設備(以

下「対処する常設重大事故等対処設備」

という。)は，基準地震動Ｓｓを 1.2倍し

た地震力に対して，想定する重大事故等

を踏まえ，崩壊熱除去，水素掃気，放出

経路の維持及び放出抑制等の地震を要因

として発生する重大事故等に対処するた

めに必要な機能を損なわない設計とす

る。⑯-3 

対処する常設重大事故等対処設備は，基

準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力によっ

て設置する建物・構築物に生じる変形等

の地震影響を考慮し，地震を要因として

発生する重大事故等に対処するために必

要な機能が維持できる設計とする。 

対処する常設重大事故等対処設備を設置

する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを

1.2倍した地震力によって設置する建物・

構築物に生じる変形等の地震影響におい

(ホ) 地震を要因とする重大事故等に対

する施設の耐震設計 

１） 地震を要因とする重大事故等に対

する施設の耐震設計の基本方針 

基準地震動を超える地震に対して機能維

持が必要な施設については，重大事故等

対処施設及び安全機能を有する施設の耐

震設計における設計方針を踏襲し，基準

地震動の 1.2倍の地震力に対して必要な

機能が損なわれるおそれがないことを目

的として，以下のとおり耐震設計を行

う。 ⑯-1 

 

 

 

ⅰ） 選定において基準地震動を 1.2倍

した地震力を考慮する設備は，基準地震

動を 1.2 倍した地震力に対して，必要な

機能が損なわれることによって重大事故

等の発生のおそれがないように設計す

る。 ⑯-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ） 地震を要因として発生する重大事

故等に対処する重大事故等対処設備は，

基準地震動を 1.2倍した地震力に対し

て，重大事故等に対処するために必要な

機能が損なわれるおそれがないように設

計する。 ⑯-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５) 地震を要因とする重大事故等に対

する施設の耐震設計 

ａ．地震を要因とする重大事故等に対す

る施設の耐震設計の基本方針 

基準地震動を超える地震に対して機能維

持が必要な施設については，重大事故等

対処施設及び安全機能を有する施設の耐

震設計における設計方針を踏襲し，基準

地震動の 1.2倍の地震力に対して必要な

機能が損なわれるおそれがないことを目

的として，以下のとおり耐震設計を行

う。◇1  

 

 

 

(ａ) 選定において基準地震動を 1.2倍

した地震力を考慮する設備は，基準地震

動を 1.2 倍した地震力に対して，必要な

機能が損なわれることによって重大事故

等の発生のおそれがないように設計す

る。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 地震を要因として発生する重大事

故等に対処する重大事故等対処設備は，

基準地震動を 1.2倍した地震力に対し

て，重大事故等に対処するために必要な

機能が損なわれるおそれがないように設

計する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

考慮すべき内容を詳細に記載し

た。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

地震を要因とする重大事故等へ

の考慮は、再処理施設の事業変

更許可で事業者が示したもので

あり、「設計基準より厳しい条

件の要因となる外的事象のうち

地震」として地震を考慮してい

るため。 

【許可からの変更点】 

他条文との記載の統一化 

【「等」の解説】 

「崩壊熱除去，水素掃気，放出経路

の維持及び放出抑制等」とは，再処

理施設において想定する重大事故等

への対処に必要な機能の総称として

示しており，具体的な対応シナリオ

を添付書類で示すことから，ここで

は「等」のままの記載とした。 

【許可からの変更点】 

事業指定(変更許可)時に示した

内容を詳細にした上で、読み替

えを設定した。 

【許可からの変更点】 

地震を要因とする重大事故等対

処設備を設置する建物・構築物

の要件を明確にした。 

【許可からの変更点】 

事業指定(変更許可)時に示した

内容を詳細にした上で、読み替

えを設定した。 

【許可からの変更点】 

地震を要因とする重大事故等対

処設備を設置する建物・構築物

の要件を明確にした。 
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ても，対処する常設重大事故等対処設備

を支持できる設計並びに重大事故等の対

処に係る操作場所及びアクセスルートが

保持できる設計とする。 

 

ｃ．地震を要因として発生する重大事故

等に対処する可搬型重大事故等対処設備

(以下「対処する可搬型重大事故等対処設

備」という。)は，各保管場所における基

準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対し

て，想定する重大事故等を踏まえ，崩壊

熱除去，水素掃気，放出経路の維持及び

放出抑制等の地震を要因として発生する

重大事故等に対処するために必要な機能

を損なわないよう，転倒しないよう固縛

等の措置を講ずるとともに，動的機器に

ついては加振試験等により地震を要因と

して発生する重大事故等に対処するため

に必要な機能が損なわれない設計とす

る。また，ホース等の静的機器は，複数

の保管場所に分散して保管することによ

り，地震を要因として発生する重大事故

等に対処するために必要な機能を損なわ

ない設計とする。⑯-5 

対処する可搬型重大事故等対処設備を保

管する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓ

を 1.2倍した地震力によって保管する建

物・構築物に生じる変形等の地震影響に

おいても，保管場所，操作場所及びアク

セスルートが保持できる設計とする。 

 

起因に対し発生防止を期待する設備，対

処する常設重大事故等対処設備及び対処

する可搬型重大事故等対処設備は，個別

の設備の機能や設計を踏まえて，地震を

要因とする重大事故等時において，基準

地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力による影

響によって，機能を損なわない設計とす

る。 

 

(2)地震力の算定方法 

地震を要因とする重大事故等に対する重

大事故等対処施設の耐震設計に用いる動

的地震力は，「第１章 3.自然現象等」

における「3.1.1(3)b.(a)入力地震動」の

解放基盤表面で定義する基準地震動Ｓｓ

の加速度を 1.2 倍した地震動により算定

した地震力を適用する。⑯-6 

 

(3)荷重の組合せと許容限界 

地震を要因とする重大事故等に対する重

大事故等対処施設の耐震設計における荷

重の組合せと許容限界は，以下によるも

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ｄ．可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，各保管場

所における基準地震動を 1.2 倍した地震

力に対して，転倒しないよう固縛等の措

置を講ずるとともに，動的機器について

は加振試験等により重大事故等の対処に

必要な機能が損なわれないこと。また，

ホース等の静的機器は，複数の保管場所

に分散して保管することにより，地震に

より重大事故等の対処に必要な機能が損

なわれないこと。⑯-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．地震力の算定方法 

耐震設計に用いる地震力の算定方法は，

以下のとおり適用する。 

(ａ) 動的地震力 

地震を要因とする重大事故等に対する施

設は，「1.6.1.4.2 動的地震力」に示す

基準地震動による地震力を 1.2倍した地

震力を適用する。⑯-6 

 

ｃ．荷重の組合せと許容限界 

荷重の組合せと許容限界は，以下による

ものとする。⑯-7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊸（P75から） 

【「等」の解説】 

「ホース等」の指す内容は，ホー

ス，ダクト，配管，フィルタ等であ

り，可搬型重大事故等対処設備のう

ち静的機器に該当するものの例示と

して用いたものであるため，当該箇

所では「等」のままの記載とした。 

【許可からの変更点】 

本項目における対象を明確にす

るために，具体的に記載した。 

【許可からの変更点】 

事業指定(変更許可)時に示した

内容を詳細にした上で、読み替

えを設定した。 

【許可からの変更点】 

地震を要因とする重大事故等対

処設備を設置する建物・構築物

の要件を明確にした。 

【許可からの変更点】 

本項目における対象を明確にす

るために，具体的に記載した。 

【許可からの変更点】 

審査会合における議論を踏ま

え，地震を要因とする重大事故

等に対処する重大事故等対処施

設が，その設備の機能や設計を

踏まえて，機能を失わない設計

とすることを明確にした。 

【許可からの変更点】 

地震を要因とする重大事故等に

おいては，考慮する地震力は動

的地震力のみであることから，

記載を簡素化した。 
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のとする。⑯-7 
 

地震を要因とする重大事故等に対する重

大事故等対処施設の耐震設計において

は，必要な機能である崩壊熱除去，水素

掃気，放出経路の維持，放出抑制，操作

場所及びアクセスルートの保持機能，保

管場所の保持機能，支持機能等を維持す

る設計とする。 

建物・構築物に要求される操作場所及び

アクセスルートの保持機能，保管場所の

保持機能並びに支持機能については，基

準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対し

て，当該機能が要求される施設の構造強

度を確保することで機能を維持できる設

計とする。 

機器・配管系に要求される崩壊熱除去，

水素掃気，放出経路の維持及び放出抑制

等については，基準地震動Ｓｓを 1.2倍

した地震力に対して，当該機能が要求さ

れる施設の構造強度を確保することで機

能を維持できる設計とする。 

また，機器・配管系に要求される崩壊熱

除去，水素掃気，放出経路の維持及び放

出抑制については，構造強度を確保する

とともに，当該機能が要求される各施設

の特性に応じて許容限界を適切に設定す

ることで機能を維持できる設計とする。 

可搬型設備に要求される崩壊熱除去，水

素掃気，放出経路の維持及び放出抑制，

支援機能等については，可搬型設備の特

性に応じて，構造強度を確保する又は当

該機能が要求される各施設の特性に応じ

て許容限界を適切に設定することで機能

が維持できる設計とする。 

 

a.耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に

示す。 

(a)建物・構築物 

第 1章 共通項目の「3.1.1 耐震設計」

の「(4) 荷重の組合せと許容限界」の

「a. 耐震設計上考慮する状態」の「(b)

重大事故等対処施設」に基づく設計と

し，その場合において「重大事故等」を

「地震を要因とする重大事故等」に読み

替えて適用する。なお，対処する可搬型

重大事故等対処設備を保管する重大事故

等対処施設の建物・構築物も同様に適用

する。 

(b)機器・配管系 

第 1章 共通項目の「3.1.1 耐震設

計」の「(4) 荷重の組合せと許容限界」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ａ) 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に

示す。 

ⅰ．建物・構築物 

１） 運転時の状態 

「1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する状態」

の「(１) 建物・構築物」に示す「ａ．

運転時の状態」を適用する。 

２） 重大事故等時の状態 

再処理施設が，重大事故に至るおそれが

ある事故又は重大事故の状態で，重大事

故等対処施設の機能を必要とする状態。 

３） 設計用自然条件 

 「1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する状

態」の「(１) 建物・構築物」に示す

「ｂ．設計用自然条件」を適用する。 

ⅱ．機器・配管系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

地震を要因とする重大事故等に

対処する重大事故等対処施設が

有する機能を明確にし，そのそ

れぞれに対して許容限界を設定

することを明確にした。 

【許可からの変更点】 

設計上考慮する状態について，

共通項目の記載を呼び込んだ上

で，読み替えを行うことで記載

の簡略化を行った。 

【許可からの変更点】 

設計上考慮する状態について，

可搬型重大事故等対処設備を保

管する建物・構築物についても

適用することを明確にした。 
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の「a. 耐震設計上考慮する状態」の

「(b) 重大事故等対処施設」に基づく設

計とし，その場合において「重大事故

等」を「地震を要因とする重大事故等」

に読み替えて適用する。⑯－8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)可搬型設備 

イ. 通常時の状態 

当該設備を保管している状態。 

ロ. 地震を要因とする重大事故等時の状

態 

再処理施設が，地震を要因とする重大

事故等に至るおそれがある事故又は地震

を要因とする重大事故等の状態で，対処

する可搬型重大事故等対処設備の機能を

必要とする状態。 

ハ. 設計用自然条件 

屋外に保管している場合に設計上基本

的に考慮しなければならない自然条件

（積雪，風）。 

 

b.荷重の種類 

(a)建物・構築物 

第 1章 共通項目の「3.1.1 耐震設

計」の「(4) 荷重の組合せと許容限界」

の「b. 荷重の種類」の「(b) 重大事故

等対処施設」に基づく設計とし，その場

合において「重大事故等」を「地震を要

因とする重大事故等」に，「地震力」を

「基準地震動 Ssを 1.2倍した地震力」と

読み替えて適用する。なお，対処する可

搬型重大事故等対処設備を保管する重大

事故等対処施設の建物・構築物も同様に

適用する。⑯－9 

 

 

 

 

(b)機器・配管系 

第 1章 共通項目の「3.1.1 耐震設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１） 運転時の状態 

 「1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する状

態」の「(２) 機器・配管系」に示す

「ａ．運転時の状態」を適用する。 

２） 運転時の異常な過渡変化時の状態 

 「1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する状

態」の「(２) 機器・配管系」に示す

「ｂ．運転時の異常な過渡変化時の状

態」を適用する。 

３） 設計基準事故時の状態 

「1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する状態」

の「(２) 機器・配管系」に示す「ｃ．

設計基準事故時の状態」を適用する。 

４） 重大事故等時の状態 

再処理施設が，重大事故に至るおそれが

ある事故又は重大事故の状態で，重大事

故等対処施設の機能を必要とする状態。

⑯－8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 荷重の種類 

ⅰ．建物・構築物 

１） 再処理施設のおかれている状態に

かかわらず常時作用している荷重，すな

わち固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧 

２） 運転時の状態で施設に作用する荷

重 

３） 重大事故等時の状態で施設に作用

する荷重 

４） 積雪荷重及び風荷重 

ただし，運転時及び重大事故等時の状態

で施設に作用する荷重には，機器・配管

系から作用する荷重が含まれるものと

し，地震力には，地震時土圧，地震時水

圧及び機器・配管系からの反力が含まれ

るものとする。⑯－9 

 

ⅱ．機器・配管系 

１） 運転時の状態で施設に作用する荷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

荷重の種類について，可搬型重

大事故等対処設備を保管する建

物・構築物についても適用する

ことを明確にした。 

【許可からの変更点】 

設計上考慮する状態について，

共通項目の記載を呼び込んだ上

で，読み替えを行うことで記載

の簡略化を行った。 

【許可からの変更点】 

設計上考慮する状態について，

可搬型設備に対する設計条件を

明確にするために記載を追加し

た。 

【許可からの変更点】 

荷重の種類について，共通項目

の記載を呼び込んだ上で，読み

替えを行うことで記載の簡略化

を行った。 
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計」の「(4) 荷重の組合せと許容限界」

の「b. 荷重の種類」の「(b) 重大事故

等対処施設」に基づく設計とし，その場

合において「重大事故等」を「地震を要

因とする重大事故等」に，「地震力」を

「基準地震動 Ssを 1.2倍した地震力」と

読み替えて適用する。⑯－10 
 

 

 

 

 

 

(c)可搬型設備 

イ. 通常時に作用している荷重 

通常時に作用している荷重は持続的に生

じる荷重であり，自重及び積載荷重とす

る。 

ロ. 地震を要因とする重大事故等時の状

態で施設に作用する荷重 

対処する可搬型重大事故等対処設備は，

保管状態であることから重大事故等起因

の荷重は考慮しない。 

ハ. 対処する可搬型重大事故等対処設備

の保管場所における地震力，積雪荷重及

び風荷重 

対処する可搬型重大事故等対処設備の保

管場所における地震力を考慮する。屋外

に保管する設備については，積雪荷重及

び風荷重も考慮する。 

 

c.荷重の組合せ 

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力と

他の荷重との組合せは以下によるものと

する。 

(a)建物・構築物 

イ．起因に対し発生防止を期待する設備

が設置される重大事故等対処施設の建

物・構築物については，常時作用して

いる荷重（固定荷重，積載荷重，土圧

及び水圧），運転時の状態で施設に作

用する荷重，積雪荷重及び風荷重と基

準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力とを

組み合わせる。 

ロ．対処する常設重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設又は対

処する可搬型重大事故等対処設備が保

管される重大事故等対処施設の建物・

構築物については，常時作用している

荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び

水圧），運転時の状態で施設に作用す

る荷重，積雪荷重及び風荷重と基準地

震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力とを組み

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重 

２） 運転時の異常な過渡変化時の状態

で施設に作用する荷重 

３） 設計基準事故時の状態で施設に作

用する荷重 

４） 重大事故等時の状態で施設に作用

する荷重 

ただし，各状態において施設に作用する

荷重には，常時作用している荷重，すな

わち自重等の固定荷重が含まれるものと

する。また，屋外に設置される施設につ

いては，建物・構築物に準じる。⑯－10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｃ) 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは以下によ

る。 

ⅰ．建物・構築物 

１) 選定において基準地震動を 1.2倍し

た地震力を考慮する設備が設置される重

大事故等対処施設の建物・構築物につい

ては，常時作用している荷重（固定荷

重，積載荷重，土圧及び水圧），運転時

の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重

及び風荷重と基準地震動を 1.2倍した地

震力とを組み合わせる。 

 

 

２） 地震を要因として発生する重大事

故等に対処する重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設の建物・構

築物については，常時作用している荷重

（固定荷重，積載荷重，土圧及び水

圧），運転時の状態で施設に作用する荷

重，積雪荷重及び風荷重と基準地震動を

1.2倍した地震力とを組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

荷重の種類について，共通項目

の記載を呼び込んだ上で，読み

替えを行うことで記載の簡略化

を行った。 

【許可からの変更点】 

荷重の種類について，可搬型設

備に対する設計条件を明確にす

るために記載を追加した。 

【許可からの変更点】 

荷重の組み合わせについて，可

搬型重大事故等対処設備を保管

する建物・構築物についても適

用することを明確にした。 
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合わせる。 

ハ．対処する常設重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設又は対

処する可搬型重大事故等対処設備が保

管される重大事故等対処施設の建物・

構築物については，常時作用している

荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び

水圧），積雪荷重，風荷重及び重大事

故等時の状態で施設に作用する荷重

は，その事故事象の発生確率，継続時

間及び地震動の年超過確率の関係を踏

まえ，適切な地震力と組み合わせる。

この組み合わせについては，事故事象

の発生確率，継続時間及び地震動の年

超過確率の積等を考慮し，工学的，総

合的に勘案の上設定する。なお，継続

時間については対策の成立性も考慮し

た上で設定し，常時作用している荷重

のうち，土圧及び水圧については，基

準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力，弾

性設計用地震動による地震力と組み合

わせる場合は，当該地震時の土圧及び

水圧とする。⑯－11 

 

(b)機器・配管系 

イ．起因に対し発生防止を期待する設備

に係る機器・配管系については，常時

作用している荷重及び運転時の状態で

施設に作用する荷重と基準地震動Ｓｓ

を 1.2倍した地震力とを組み合わせ

る。 

ロ．対処する常設重大事故等対処設備に

係る機器・配管系については，常時作

用している荷重及び運転時の状態で施

設に作用する荷重と基準地震動Ｓｓを

1.2倍した地震力とを組み合わせる。 

 

ハ．対処する常設重大事故等対処設備に

係る機器・配管系については，常時作

用している荷重，運転時の異常な過渡

変化時の状態，設計基準事故時の状態

及び重大事故等時の状態で施設に作用

する荷重は，その事故事象の発生確

率，継続時間及び地震動の年超過確率

の関係を踏まえ，適切な地震力と組み

合わせる。この組み合わせについて

は，事故事象の発生確率，継続時間及

び地震動の年超過確率の積等を考慮

し，工学的，総合的に勘案の上設定す

る。なお，継続時間については対策の

成立性も考慮した上で設定し，屋外に

設置される施設については，建物・構

築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３） 地震を要因として発生する重大事

故等に対処する重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設の建物・構

築物については，常時作用している荷重

（固定荷重，積載荷重，土圧及び水

圧），積雪荷重，風荷重及び重大事故等

時の状態で施設に作用する荷重は，その

事故事象の発生確率，継続時間及び地震

動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な

地震力（基準地震動又は弾性設計用地震

動による地震力）と組み合わせる。この

組み合わせについては，事故事象の発生

確率，継続時間及び地震動の年超過確率

の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案

の上設定する。なお，継続時間について

は対策の成立性も考慮した上で設定す

る。 

なお，常時作用している荷重のうち，土

圧及び水圧について，基準地震動による

地震力，弾性設計用地震動による地震力

と組み合わせる場合は，当該地震時の土

圧及び水圧とする。⑯－11 

 

ⅱ．機器・配管系 

１) 選定において基準地震動を 1.2倍し

た地震力を考慮する設備に係る機器・配

管系については，常時作用している荷重

及び運転時の状態で施設に作用する荷重

と基準地震動を 1.2倍した地震力とを組

み合わせる。 

２） 地震を要因として発生する重大事

故等に対処する重大事故等対処設備に係

る機器・配管系については，常時作用し

ている荷重及び運転時の状態で施設に作

用する荷重と基準地震動を 1.2倍した地

震力とを組み合わせる。 

３） 地震を要因として発生する重大事

故等に対処する重大事故等対処設備に係

る機器・配管系については，常時作用し

ている荷重，運転時の異常な過渡変化時

の状態，設計基準事故時の状態及び重大

事故等時の状態で施設に作用する荷重

は，その事故事象の発生確率，継続時間

及び地震動の年超過確率の関係を踏ま

え，適切な地震力（基準地震動又は弾性

設計用地震動による地震力）と組み合わ

せる。この組み合わせについては，事故

事象の発生確率，継続時間及び地震動の

年超過確率の積等を考慮し，工学的，総

合的に勘案の上設定する。なお，継続時

間については対策の成立性も考慮した上

で設定する。なお，屋外に設置される施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

適切な地震力については，Ⅵ-

1-1-4-1に詳細を展開してお

り、範囲を限定する記載を基本

設計方針では記載しないことと

した。 
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み合わせる。⑯－12 

 

 

 

(c)可搬型設備 

イ. 対処する可搬型重大事故等対処設備

は，通常時に作用している荷重と対処す

る可搬型重大事故等対処設備の保管場所

における地震力とを組み合わせる。 

ロ. 対処する可搬型重大事故等対処設備

の耐震計算の荷重の組合せの考え方につ

いて，保管状態であることから重大事故

等起因の荷重は考慮しない。ただし，屋

外に設置される施設については，建物・

構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組

み合わせる。 

 

d.荷重の組合せ上の留意事項 

イ．ある荷重の組合せ状態での評価が，

その他の荷重の組合せ状態と比較して

明らかに厳しいことが判明している場

合には，その他の荷重の組合せ状態で

の評価は行わないことがある。 

ロ．対処する常設重大事故等対処設備を

支持する建物・構築物の当該部分の支

持機能を確認する場合においては，基

準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力と常

時作用している荷重及びその他必要な

荷重とを組み合わせる。 

ハ．積雪荷重については，屋外に設置さ

れている施設のうち，積雪による受圧

面積が小さい施設や，常時作用してい

る荷重に対して積雪荷重の割合が無視

できる施設を除き，基準地震動Ｓｓを

1.2倍した地震力との組み合わせを考慮

する。 

ニ．風荷重については，屋外の直接風を

受ける場所に設置されている施設のう

ち，風荷重の影響が地震荷重と比べて

相対的に無視できないような構造，形

状及び仕様の施設においては，基準地

震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力との組み

合わせを考慮する。⑯－13 

 

 

 

 

 

 

 

e.許容限界 

 基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力と

他の荷重とを組み合わせた状態に対する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設については，建物・構築物と同様に積

雪荷重及び風荷重を組み合わせる。⑯－

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ．荷重の組合せ上の留意事項 

１) ある荷重の組合せ状態での評価が，

その他の荷重の組合せ状態と比較して明

らかに厳しいことが判明している場合に

は，その他の荷重の組合せ状態での評価

は行わないことがある。 

２） 重大事故等対処施設を支持する建

物・構築物の当該部分の支持機能を確認

する場合においては，支持される施設の

設備分類に応じた地震力と常時作用して

いる荷重及びその他必要な荷重とを組み

合わせる。 

 

３） 積雪荷重については，屋外に設置

されている施設のうち，積雪による受圧

面積が小さい施設や，常時作用している

荷重に対して積雪荷重の割合が無視でき

る施設を除き，地震力との組み合わせを

考慮する。 

 

４） 風荷重については，屋外の直接風

を受ける場所に設置されている施設のう

ち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相

対的に無視できないような構造，形状及

び仕様の施設においては，地震力との組

み合わせを考慮する。⑯－13 

 

５） 重大事故等時の状態で施設に作用

する荷重との組み合わせについては，

「(３) 環境条件等」の「ａ．環境条

件」の「(ｃ) 重大事故等時における環

境条件」に示す条件を考慮する。◇3  

 

(ｄ) 許容限界 

 地震力と他の荷重とを組み合わせた状

態に対する許容限界は，以下のとおりと

【許可からの変更点】 

荷重の組み合わせについて，可

搬型設備に対する設計条件を明

確にするために記載を追加し

た。 
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許容限界は，以下のとおりとする。 

(a)起因に対し発生防止を期待する設備 

放射性物質の保持機能を維持する設備

の機能の確保に対しては，内包する放射

性物質（液体，気体，固体）の閉じ込め

バウンダリを構成する部材のき裂や破損

により漏えいしない設計とする。核的制

限値（寸法）を維持する設備の機能の確

保に対しては，地震による変形等により

臨界に至らない設計とする。落下・転倒

防止機能を維持する設備の機能の確保に

対しては，放射性物質（固体）を内包す

る容器等を搬送する設備の破損により，

容器等が落下又は転倒しない設計とす

る。ガラス固化体の崩壊熱除去機能の確

保に対しては，収納管及び通風管の破損

により冷却空気流路が閉塞しない設計と

する。⑯－14 

 

 

上記の各機能を維持するために確保す

る構造強度の許容限界は，基準地震動Ｓ

ｓの 1.2 倍の地震力に対して，塑性域に

達するひずみが生じた場合であっても，

その量が小さなレベルに留まって破断延

性限界に十分な余裕を有し，その施設の

機能に影響を及ぼすことがない限界に応

力，荷重を制限する値とする。それ以外

を適用する場合は各機能が維持できる許

容限界とする。⑯－15 

 

上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込

め機能が維持できる許容限界を適切に設

定する。⑯ 

 

(b)対処する常設重大事故等対処設備 

対処する常設重大事故等対処設備の崩

壊熱除去，水素掃気，放出経路の維持，

放出抑制等の地震を要因として発生する

重大事故等に対処するために必要な機能

を維持するために確保する構造強度の許

容限界は，基準地震動Ｓｓの 1.2倍の地

震力に対して，塑性域に達するひずみが

生じた場合であっても，その量が小さな

レベルに留まって破断延性限界に十分な

余裕を有し，その施設の機能に影響を及

ぼすことがない限界に応力，荷重を制限

する値とする。それ以外を適用する場合

は，各機能が維持できる許容限界とす

る。⑯-16 

 

上記構造強度の許容限界のほか，崩壊熱

除去，水素掃気，放出経路の維持，放出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する。 
ⅰ．選定において基準地震動を 1.2 倍し

た地震力を考慮する設備 

放射性物質の保持機能を維持する設備の

機能の確保に対しては，内包する放射性

物質（液体，気体，固体）の閉じ込めバ

ウンダリを構成する部材のき裂や破損に

より漏えいしないこと。核的制限値（寸

法）を維持する設備の機能の確保に対し

ては，地震による変形等により臨界に至

らないこと。落下・転倒防止機能を維持

する設備の機能の確保に対しては，放射

性物質（固体）を内包する容器等を搬送

する設備の破損により，容器等が落下又

は転倒しないこと。ガラス固化体の崩壊

熱除去機能の確保に対しては，収納管及

び通風管の破損により冷却空気流路が閉

塞しないこと。⑯－14 

 

 

上記の各機能について，基準地震動の 1.2

倍の地震力に対して，「1.6.1.5.4 許容

限界」の「(２) 機器・配管系」の

「ａ．Ｓクラスの機器・配管」に示す

「(ａ) 基準地震動による地震力との組

合せに対する許容限界」にて確認した上

で，それ以外を適用する場合は各機能が

維持できること。⑯－15 

地震に対して各設備が保持する安全機能

を第 1.7.18－３表に示す。◇9  

 

 

 

 

 

ⅱ．地震を要因として発生する重大事故

等に対処する重大事故等対処設備 

地震を要因として発生する重大事故等の

対処に必要な常設重大事故等対処設備

は，基準地震動の 1.2 倍の地震力に対し

て，「1.6.1.5.4 許容限界」の「(２) 

機器・配管系」の「ａ．Ｓクラスの機

器・配管」に示す「(ａ) 基準地震動に

よる地震力との組合せに対する許容限

界」にて確認した上で，それ以外を適用

する場合は，設備のき裂や破損等により

水及び空気の供給や放出経路の維持等，

重大事故等の対処に必要な機能が維持で

きること。⑯-16 

 

対象設備は，第 1.7.18－１表に示す重大

事故等の要因事象のうち，外的事象に係

る常設重大事故等対処設備に示す。◇6  

【許可からの変更点】 

事業変更許可に合わせて記載す

るとともに，引用せず直接記載

して明確化した（33条と同

じ）。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可に合わせて記載す

るとともに，引用せず直接記載

して明確化した（33条と同

じ）。 

【許可からの変更点】 

構造強度に関する記載であるこ

とを明確にした。 

【許可からの変更点】 

構造強度に関する記載であるこ

とを明確にした。 

【許可からの変更点】 

構造強度以外にも、地震を要因

とする重大事故等に対処するた

めの機能が多岐に亘ることか

ら、個々の機能に応じて適切な

許容限界を設定することを明確

にした。 

【許可からの変更点】 

構造強度以外にも、地震を要因

とする重大事故等に対処するた

めの機能が多岐に亘ることか

ら、個々の機能に応じて適切な

許容限界を設定することを明確

にした。 
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抑制等の維持が必要な設備については，

その機能が維持できる許容限界を適切に

設定する。⑯ 

 

(c)対処する可搬型重大事故等対処設備 

対処する可搬型重大事故等対処設備の

許容限界は，保管する対処する可搬型重

大事故等対処設備の構造を踏まえて設定

する。 

取付ボルト等の構造強度は，基準地震

動Ｓｓの 1.2倍の地震力に対し，塑性域

に達するひずみが生じた場合であって

も，その量が小さなレベルに留まって破

断延性限界に十分な余裕を有し，その施

設の機能に影響を及ぼすことがない限界

に応力，荷重を制限する値とする。それ

以外を適用する場合は各機能が維持でき

る許容限界とする。 

上記構造強度の許容限界のほか，崩壊

熱除去，水素掃気，放出経路の維持，放

出抑制等の維持が必要な設備について

は，その機能が維持できる許容限界を適

切に設定する。 

 

(d)起因に対し発生防止を期待する設備及

び対処する常設重大事故等対処設備を設

置する建物・構築物並びに対処する可搬

型重大事故等対処設備を保管する建物・

構築物 

起因に対し発生防止を期待する設備及

び対処する常設重大事故等対処設備を設

置する建物・構築物並びに対処する可搬

型重大事故等対処設備を保管する建物・

構築物は，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した

地震力に対し，建物・構築物全体として

の変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）

が終局耐力時の変形等の地震影響を考慮

しても，地震を要因とする重大事故等に

対する重大事故等対処施設の機能が維持

できる設計とする。その上で，耐震評価

においては，地震を要因とする重大事故

等に対する重大事故等対処施設の必要な

機能が発揮できることを確認するため，

機能維持に必要となる施設の部材・部位

ごとのせん断ひずみ・応力等に対して，

妥当な安全余裕を有することを確認す

る。 

 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対

する荷重又は応力を漸次増大していくと

き，その変形又はひずみが著しく増加す

るに至る限界の最大耐力とし，既往の実

験式等に基づき適切に定めるものとす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ．ⅰ及びⅱに示す設備を設置する建

物・構築物 

ⅰ及びⅱに示す設備を設置する建物・構

築物は，基準地震動を 1.2倍した地震力

に対する建物・構築物全体としての変形

能力について，「1.6.1.5.4 許容限界」

の「(１) 建物・構築物」の「ａ．Ｓク

ラスの建物・構築物」に示す「(ａ) 基

準地震動による地震力との組合せに対す

る許容限界」を適用する。⑯-4 

 

 

 

ｄ．可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，各保管場

所における基準地震動を 1.2 倍した地震

力に対して，転倒しないよう固縛等の措

置を講ずるとともに，動的機器について

は加振試験等により重大事故等の対処に

必要な機能が損なわれないこと。また，

ホース等の静的機器は，複数の保管場所

に分散して保管することにより，地震に

より重大事故等の対処に必要な機能が損

なわれないこと。⑯-7 

対象設備は，第 1.7.18－１表に示す重大

事故等の要因事象のうち，外的事象に係

る可搬型重大事故等対処設備に示す。◇6  

㊸（P67へ） 

【許可からの変更点】 

許容限界について，可搬型設備

に対する設計条件を明確にする

ために記載を追加した。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可に合わせて記載す

るとともに，引用せず直接記載

して明確化した（33条と同

じ）。 
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9.2.7 可搬型重大事故等対処設備の内部

火災に対する防護方針 

可搬型重大事故等対処設備は，共通要因

によって設計基準事故に対処するための

設備の安全機能又は常設重大事故等対処

設備の重大事故等に対処するために必要

な機能と同時にその重大事故等に対処す

るために必要な機能が損なわれることが

ないことを求められている。⑰-1 

再処理施設の重大事故等対処設備の内部

火災に対する設計方針については，「5.

火災等による損傷の防止」に示すとおり

であり，これを踏まえた，上記の可搬型

重大事故等対処設備に求められる設計方

針を達成するための内部火災に対する防

護方針を以下に示す。⑰-2 

 

(1) 可搬型重大事故等対処設備の火災発

生防止 

可搬型重大事故等対処設備を保管する建

屋内，建屋近傍，外部保管エリアは，発

火性物質又は引火性物質を内包する設備

に対する火災発生防止を講ずるととも

に，発火源に対する対策，水素に対する

換気及び漏えい検出対策及び接地対策，

並びに電気系統の過電流による過熱及び

焼損の防止対策を講ずる設計とする。⑰-

3，4 

 

 

 

 

 

 

(2) 不燃性又は難燃性材料の使用 

可搬型重大事故等対処設備は，可能な

限り不燃性材料又は難燃性材料を使用す

る設計とし，不燃性材料又は難燃性材料

の使用が技術上困難な場合は，代替材料

を使用する設計とする。また，代替材料

の使用が技術上困難な場合は，当該可搬

型重大事故等対処設備における火災に起

因して，他の可搬型重大事故等対処設備

の火災が発生することを防止するための

措置を講ずる設計とする。⑰-5 

 

(3) 落雷，地震等の自然現象による火災

の発生防止 

敷地及びその周辺での発生の可能性，可

搬型重大事故等対処設備への影響度，事

象進展速度や事象進展に対する時間余裕

の観点から，重大事故等時に可搬型重大

事故等対処設備に影響を与えるおそれが

(ヘ) 可搬型重大事故等対処設備の内部

火災に対する防護方針 

可搬型重大事故等対処設備は，「事業指

定基準規則」の第三十三条第３項第６号

にて，◇5 共通要因によって設計基準事故

に対処するための設備の安全機能又は常

設重大事故等対処設備の重大事故等に対

処するために必要な機能と同時にその重

大事故等に対処するために必要な機能が

損なわれることがないことを求められて

いる。⑰-1 

再処理施設の可搬型重大事故等対処設備

の内部火災に対する防護方針を以下に示

す。⑰-2 

 

 

 

１） 可搬型重大事故等対処設備の火災

発生防止 

可搬型重大事故等対処設備を保管する建

屋内，建屋近傍，外部保管エリアは，発

火性物質又は引火性物質を内包する設備

に対する火災発生防止を講ずるととも

に，電気系統の過電流による過熱及び焼

損の防止対策を講ずる設計とする。⑰-3 

 

重大事故等に対処するために必要な機能

を損なうおそれがある可搬型重大事故等

対処設備の保管場所には，可燃性蒸気又

は可燃性微粉が滞留するおそれがある設

備，火花を発する設備，高温となる設備

並びに水素を発生する設備を設置しない

設計とする。⑰-4 

 

２） 不燃性又は難燃性材料の使用 

可搬型重大事故等対処設備は，可能な限

り不燃性材料又は難燃性材料を使用する

設計とし，不燃性材料又は難燃性材料の

使用が困難な場合は，代替材料を使用す

る設計とする。また，代替材料の使用が

技術的に困難な場合には，当該可搬型重

大事故等対処設備における火災に起因し

て，他の可搬型重大事故等対処設備の火

災が発生することを防止するための措置

を講ずる設計とする。⑰-5 

 

３） 落雷，地震等の自然現象による火

災の発生防止 

敷地及びその周辺での発生の可能性，可

搬型重大事故等対処設備への影響度，事

象進展速度や事象進展に対する時間余裕

の観点から，重大事故等時に可搬型重大

事故等対処設備に影響を与えるおそれが

(６) 可搬型重大事故等対処設備の内部

火災に対する防護方針 

可搬型重大事故等対処設備は，事業指定

基準規則の第 33条第３項第６号にて，共

通要因によって設計基準事故に対処する

ための設備の安全機能又は常設重大事故

等対処設備の重大事故等に対処するため

に必要な機能と同時にその重大事故等に

対処するために必要な機能が損なわれる

ことがないことを求められている。◇1  

 

再処理施設の可搬型重大事故等対処設備

の内部火災に対する防護方針を以下に示

す。◇1  

 

 

 

ａ．可搬型重大事故等対処設備の火災発

生防止 

可搬型重大事故等対処設備を保管する建

屋内，建屋近傍，外部保管エリアは，発

火性物質又は引火性物質を内包する設備

に対する火災発生防止を講ずるととも

に，電気系統の過電流による過熱及び焼

損の防止対策を講ずる設計とする。◇1  

 

重大事故等に対処するために必要な機能

を損なうおそれがある可搬型重大事故等

対処設備の保管場所には，可燃性蒸気又

は可燃性微粉が滞留するおそれがある設

備，火花を発する設備，高温となる設備

並びに水素を発生する設備を設置しない

設計とする。◇1  

 

ｂ．不燃性又は難燃性材料の使用 

可搬型重大事故等対処設備は，可能な限

り不燃性材料又は難燃性材料を使用する

設計とし，不燃性材料又は難燃性材料の

使用が困難な場合は，代替材料を使用す

る設計とする。また，代替材料の使用が

技術的に困難な場合には，当該可搬型重

大事故等対処設備における火災に起因し

て，他の可搬型重大事故等対処設備の火

災が発生することを防止するための措置

を講ずる設計とする。◇1  

 

ｃ．落雷，地震等の自然現象による火災

の発生防止 

敷地及びその周辺での発生の可能性，可

搬型重大事故等対処設備への影響度，事

象進展速度や事象進展に対する時間余裕

の観点から，重大事故等時に可搬型重大

事故等対処設備に影響を与えるおそれが

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，技術基準規

則第三十五条「火災等による

損傷の防止」の対象は常設重

大事故等対処設備としている

ことから，可搬型重大事故等

対処設備の内部火災に対する

防護方針を定めているため。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。(文章の統合) 

【許可からの変更点】 

内部火災に対する設計方針は，

基本的に「５．火災等による損

傷の防止」に基づいて実施する

ものであり，当該項目が「５．

火災等による損傷の防止」を踏

まえて可搬型重大事故等対処設

備に対する共通要因によって設

計基準事故に対処するための設

備の安全機能等と同時に必要な

機能が損なわれないとする設計

方針を達成するために必要な事

項を展開したものであることを

明確化した。 
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ある事象として，地震，津波，風(台

風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落

雷，火山の影響，生物学的事象，森林火

災及び塩害を選定する。⑰-6 

 

風(台風)，竜巻及び森林火災は，それぞ

れの事象に対して重大事故等に対処する

ために必要な機能を損なうことのないよ

うに，自然現象から防護する設計とする

ことで，火災の発生を防止する。⑰-6 

 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物の

影響に対しては，侵入防止対策によって

影響を受けない設計とする。⑰-8 

 

津波，凍結，高温，降水，積雪，生物学

的事象及び塩害は，発火源となり得る自

然現象ではなく，火山の影響について

も，火山から再処理施設に到達するまで

に降下火砕物が冷却されることを考慮す

ると，発火源となり得る自然現象ではな

い。⑰-9 

 

したがって，再処理施設で火災を発生さ

せるおそれのある自然現象として，落

雷，地震，竜巻(風(台風)を含む)及び森

林火災によって火災が発生しないよう

に，火災防護対策を講ずる設計とする。

⑰-10 

 

(4) 早期の火災感知及び消火 

火災の感知及び消火については，可搬型

重大事故等対処設備に対する火災の影響

を限定し，早期の火災感知及び消火を行

うための火災感知設備及び消火設備を設

置する設計とする。⑰-11 

 

可搬型重大事故等対処設備に影響を及ぼ

すおそれのある火災を早期に感知すると

ともに，火災の発生場所を特定するため

に，固有の信号を発する異なる種類の火

災感知器又は同等の機能を有する機器を

組み合わせて設置する設計とする。⑰-12 

 

消火設備のうち消火栓，消火器等は，火

災の二次的影響が重大事故等対処設備に

及ばないよう適切に配置する設計とす

る。⑰-13 

 

消火設備は，可燃性物質の性状を踏ま

え，想定される火災の性質に応じた容量

の消火剤を備える設計とする。⑰-14 

 

ある事象として，地震，津波，風（台

風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，

落雷，火山の影響，生物学的事象，森林

火災及び塩害を選定する。⑰-7 

 

風（台風），竜巻及び森林火災は，それ

ぞれの事象に対して重大事故等に対処す

るために必要な機能を損なうことのない

ように，自然現象から防護する設計とす

ることで，火災の発生を防止する。⑰-6 

 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物の

影響に対しては，侵入防止対策によって

影響を受けない設計とする。⑰-8 

 

津波，凍結，高温，降水，積雪，生物学

的事象及び塩害は，発火源となり得る自

然現象ではなく，火山の影響について

も，火山から再処理施設に到達するまで

に降下火砕物が冷却されることを考慮す

ると，発火源となり得る自然現象ではな

い。⑰-9 

 

したがって，再処理施設で火災を発生さ

せるおそれのある自然現象として，落雷

及び地震について，これらの自然現象に

よって火災が発生しないように，火災防

護対策を講ずる設計とする。⑰-10 

 

 

４） 早期の火災感知及び消火 

火災の感知及び消火については，可搬型

重大事故等対処設備に対する火災の影響

を限定し，早期の火災感知及び消火を行

うための火災感知設備及び消火設備を設

置する設計とする。⑰-11 

 

可搬型重大事故等対処設備に影響を及ぼ

すおそれのある火災を早期に感知すると

ともに，火災の発生場所を特定するため

に，固有の信号を発する異なる種類の火

災感知器又は同等の機能を有する機器を

組み合わせて設置する設計とする。⑰-12 

 

消火設備のうち消火栓，消火器等は，火

災の二次的影響が重大事故等対処設備に

及ばないよう適切に配置する設計とす

る。⑰-13 

 

消火設備は，可燃性物質の性状を踏ま

え，想定される火災の性質に応じた容量

の消火剤を備える設計とする。⑰-14 

 

ある事象として，地震，津波，風（台

風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，

落雷，火山の影響，生物学的事象，森林

火災及び塩害を選定する。◇1  

 

風（台風），竜巻及び森林火災は，それ

ぞれの事象に対して重大事故等に対処す

るために必要な機能を損なうことのない

ように，自然現象から防護する設計とす

ることで，火災の発生を防止する。◇1  

 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物の

影響に対しては，侵入防止対策によって

影響を受けない設計とする。◇1  

 

津波，凍結，高温，降水，積雪，生物学

的事象及び塩害は，発火源となり得る自

然現象ではなく，火山の影響について

も，火山から再処理施設に到達するまで

に降下火砕物が冷却されることを考慮す

ると，発火源となり得る自然現象ではな

い。◇1  

 

したがって，再処理施設で火災を発生さ

せるおそれのある自然現象として，落雷

及び地震について，これらの自然現象に

よって火災が発生しないように，火災防

護対策を講ずる設計とする。◇1  

 

 

ｄ．早期の火災感知及び消火 

火災の感知及び消火については，可搬型

重大事故等対処設備に対する火災の影響

を限定し，早期の火災感知及び消火を行

うための火災感知設備及び消火設備を設

置する設計とする。◇1  

 

可搬型重大事故等対処設備に影響を及ぼ

すおそれのある火災を早期に感知すると

ともに，火災の発生場所を特定するため

に，固有の信号を発する異なる種類の火

災感知器又は同等の機能を有する機器を

組み合わせて設置する設計とする。◇1  

 

消火設備のうち消火栓，消火器等は，火

災の二次的影響が重大事故等対処設備に

及ばないよう適切に配置する設計とす

る。◇1  

 

消火設備は，可燃性物質の性状を踏ま

え，想定される火災の性質に応じた容量

の消火剤を備える設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「ネズミ等」とは重大事故

等対処設備の小動物からの

影響を総称として示した記

載であることから許可の記

載を用いた。 

【「等」の解説】 

「消火器等」の指す内容は固定

式消火設備も含めた消火設備一

式の総称として示した記載であ

ることから許可の記載を用い

た。 

【許可からの変更点】 

再処理施設で火災を発生させる

おそれのある自然現象を明確化

した。 
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火災時の消火活動のため，大型化学高所

放水車，消防ポンプ付水槽車及び化学粉

末消防車を配備する設計とする。⑰-15 

 

 

重大事故等への対処を行う屋内のアクセ

スルートには，重大事故等が発生した場

合のアクセスルート上の火災に対して初

期消火活動ができるよう消火器を配備

し，初期消火活動については保安規定に

定めて，管理する。⑰-16 

 

 

可搬型重大事故等対処設備の保管場所の

うち，火災発生時の煙又は放射線の影響

により消火活動が困難となるところに

は，固定式消火設備を設置することによ

り，消火活動が可能な設計とする。⑰-17 

 

消火設備の現場盤操作等に必要な照明器

具として，蓄電池を内蔵した照明器具を

設置する設計とする。⑰-18 

 

(5) 火災感知設備及び消火設備に対する

自然現象の考慮 

火災感知設備及び消火設備は，地震等の

自然現象によっても，火災感知及び消火

の機能，性能が維持されるよう，凍結，

風水害，地震時の地盤変位を考慮した設

計とする。⑰-19 

 

 

火災時の消火活動のため，大型化学高所

放水車，消防ポンプ付水槽車及び化学粉

末消防車を配備する設計とする。⑰-15 

 

 

重大事故等への対処を行う建屋内のアク

セスルートには，重大事故等が発生した

場合のアクセスルート上の火災に対して

初期消火活動ができるよう消火器を配備

し，初期消火活動ができる手順を整備す

る。⑰-16 

 

 

可搬型重大事故等対処設備の保管場所の

うち，火災発生時の煙又は放射線の影響

により消火活動が困難となるところに

は，固定式消火設備を設置することによ

り，消火活動が可能な設計とする。⑰-17 

 

屋内消火栓，消火設備の現場盤操作等に

必要な照明器具として，蓄電池を内蔵し

た照明器具を設置する。⑰-18 

 

５） 火災感知設備及び消火設備に対す

る自然現象の考慮 

火災感知設備及び消火設備は，地震等の

自然現象によっても，火災感知及び消火

の機能，性能が維持されるよう，凍結，

風水害，地震時の地盤変位を考慮した設

計とする。⑰-19 

 

 

火災時の消火活動のため，大型化学高所

放水車，消防ポンプ付水槽車及び化学粉

末消防車を配備する設計とする。◇1  

 

 

重大事故等への対処を行う建屋内のアク

セスルートには，重大事故等が発生した

場合のアクセスルート上の火災に対して

初期消火活動ができるよう消火器を配備

し，初期消火活動ができる手順を整備す

る。◇1  

 

 

可搬型重大事故等対処設備の保管場所の

うち，火災発生時の煙又は放射線の影響

により消火活動が困難となるところに

は，固定式消火設備を設置することによ

り，消火活動が可能な設計とする。◇1  

 

屋内消火栓，消火設備の現場盤操作等に

必要な照明器具として，蓄電池を内蔵し

た照明器具を設置する。◇1  

 

ｅ．火災感知設備及び消火設備に対する

自然現象の考慮 

火災感知設備及び消火設備は，地震等の

自然現象によっても，火災感知及び消火

の機能，性能が維持されるよう，凍結，

風水害，地震時の地盤変位を考慮した設

計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「現場操作盤等」とは中央制御

室から現場盤までの経路の総称

として示した記載であることか

ら許可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「地震等」とは火災感知設備及

び消火設備に影響を与える自然

現象の例示として示した記載で

あることから許可の記載を用い

た。 

【許可からの変更点】 

初期消火活動について保安規定

に定めることを明確化した。 

【許可からの変更点】 

屋内消火栓は消火設備の内数で

あることから削除。 

1981



設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第三十六条（重大事故等対処設備） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

① 
重大事故等対処設備に対する

設計方針 

重大事故等対処設備に対する一般

要求事項 
－ － a 

② 

共通要因を考慮した機能維持

に関する設計方針（常設重大事

故等対処設備） 

技術基準規則に基づく共通設計方

針 

２項 

（33～35 条,38～51 条） 
－ a 

③ 

共通要因を考慮した機能維持

に関する設計方針（可搬型重大

事故等対処設備） 

技術基準規則に基づく共通設計方

針 
３項６号 

（33～35 条,38～51 条） 
－ a 

④ 
可搬型重大事故等対処設備の

保管場所に関する設計方針 

技術基準規則に基づく共通設計方

針 

３項４号 

（38～51条）  
－ a 

⑤ 
接続口の設置場所に関する設

計方針 

技術基準規則に基づく共通設計方

針 
３項２号 

（33～35 条,38～51 条） 
－ a 

⑥ 悪影響防止に関する設計方針 
技術基準規則に基づく共通設計方

針 
１項６号 

（38～51条） 
－ a 

⑦ 
個数及び容量に関する設計方

針 

技術基準規則に基づく共通設計方

針 
１項１号 

（38～51条） 
－ b 

⑧ 使用条件に関する設計方針 
技術基準規則に基づく共通設計方

針 
１項２号 

（33～35 条,37～51 条） 
－ a 

⑨ 

設置場所に関する設計方針（重

大事故等対処設備の操作・復

旧） 

技術基準規則に基づく共通設計方

針 
１項７号 

（38～51条） 
－ a 

⑩ 

設置場所に関する設計方針（可

搬型重大事故等対処設備の据

付、常設設備との接続） 

技術基準規則に基づく共通設計方

針 
３項３号 

（38～51条） 
－ a 

⑪ 
操作性の確保に関する設計方

針 

技術基準規則に基づく共通設計方

針 

１項３号 

（38～51条） 
－ a 

⑫ 
系統の切替性に関する設計方

針 

技術基準規則に基づく共通設計方

針 
１項５号 

（38～51条） 
－ a 

⑬ 

容易かつ確実な接続、二以上の

系統の相互使用に関する設計

方針 

技術基準規則に基づく共通設計方

針 
３項１号 

（38～51条） 
－ a 

⑭ 
アクセスルートに関する設計

方針 

技術基準規則に基づく共通設計方

針 
３項５号 － a 

⑮ 試験、検査に関する設計方針 
技術基準規則に基づく共通設計方

針 
１項４号 

（38～51条） 
－ a 

⑯ 

地震を要因とする重大事故等

に対する施設の耐震設計の基

本方針 

技術基準規則に基づく共通設計方

針 
１項２号 － a 
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⑰ 
可搬型重大事故等対処設備の

内部火災に対する防護方針 

技術基準規則に基づく共通設計方

針 
１項２号 － a 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  表等の呼び込み 
呼び込み場所の記載であるため，基本設計方針に記載し

ない。 
－ 

□2  
重大事故等対処設備の設置場

所及び保管場所 

重大事故等対処設備の設置場所及び保管場所は申請回次

毎に「Ⅵ－２ 再処理施設に関する図面」に示すため，

基本設計方針に記載しない。 

－ 

□3  
使用済燃料の冷却期間に関す

る記載 

使用済燃料の冷却期間に関する記載については，15条に

て記載するため，記載しない。 
－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 

事業変更許可申請書本文（設計方針）又は事業変更許可

申請書添付書類六内の記載と重複する内容であるため， 

記載しない。 

－ 

◇2  
事業指定変更許可申請で明確

化 

考慮不要である旨を上流の事業変更許可申請で明確にし

ているため，記載しない。 
－ 

◇3  環境条件の具体化 

環境条件については⑧⑨⑩で説明しており，詳細は「Ⅵ

－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条

件の下における健全性に関する説明書」にて記載する。 

a 

◇4  大規模損壊の記載 
大規模損壊は技術基準の要求にないことから，これを呼

び込む記載はしない。 
－ 

◇5  表等の呼び込み 
呼び込み場所の記載であるため，基本設計方針に記載し

ない。 
－ 

◇6  
重大事故等対処設備の設備分

類 

主要な重大事故等対処設備の設備分類は，添付資料に示

すため基本設計方針に記載しない。 
－ 

◇7  
重大事故等対処設備の設置場

所及び保管場所 

重大事故等対処設備の設置場所及び保管場所は申請回次

毎に示すため，基本設計方針に記載しない。 
－ 

◇8  火災防護計画に関する記載 
火災防護計画に定める運用は，11，35条にて記載するた

め，基本設計方針には記載しない。 
－ 

◇9  設計方針の詳細 

設計方針について，基本設計方針に記載し，詳細は「Ⅵ

－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条

件の下における健全性に関する説明書」にて記載する。 

a 

◇10  
自然現象又は人為事象の選定

過程 

自然現象又は人為事象の選定に係る検討過程であること

から記載しない。 
－ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ-1-1-4-2 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

b Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 
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別紙１② 

第三十六条（重大事故等対処設備） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

① 
重大事故等対処設備に対する

設計方針 

重大事故等対処設備に対する一般

要求事項 
－ － a 

② 

共通要因を考慮した機能維持

に関する設計方針（常設重大事

故等対処設備） 

技術基準規則に基づく共通設計方

針 

２項 

（33～35 条,38～51 条） 
－ a 

③ 

共通要因を考慮した機能維持

に関する設計方針（可搬型重大

事故等対処設備） 

技術基準規則に基づく共通設計方

針 
３項６号 

（33～35 条,38～51 条） 
－ a 

④ 
可搬型重大事故等対処設備の

保管場所に関する設計方針 

技術基準規則に基づく共通設計方

針 

３項４号 

（38～51条）  
－ a 

⑤ 
接続口の設置場所に関する設

計方針 

技術基準規則に基づく共通設計方

針 
３項２号 

（33～35 条,38～51 条） 
－ a 

⑥ 悪影響防止に関する設計方針 
技術基準規則に基づく共通設計方

針 
１項６号 

（38～51条） 
－ a 

⑦ 
個数及び容量に関する設計方

針 

技術基準規則に基づく共通設計方

針 
１項１号 

（38～51条） 
－ b 

⑧ 使用条件に関する設計方針 
技術基準規則に基づく共通設計方

針 
１項２号 

（33～35 条,37～51 条） 
－ a 

⑨ 

設置場所に関する設計方針（重

大事故等対処設備の操作・復

旧） 

技術基準規則に基づく共通設計方

針 
１項７号 

（38～51条） 
－ a 

⑩ 

設置場所に関する設計方針（可

搬型重大事故等対処設備の据

付、常設設備との接続） 

技術基準規則に基づく共通設計方

針 
３項３号 

（38～51条） 
－ a 

⑪ 
操作性の確保に関する設計方

針 

技術基準規則に基づく共通設計方

針 

１項３号 

（38～51条） 
－ a 

⑫ 
系統の切替性に関する設計方

針 

技術基準規則に基づく共通設計方

針 
１項５号 

（38～51条） 
－ a 

⑬ 

容易かつ確実な接続、二以上の

系統の相互使用に関する設計

方針 

技術基準規則に基づく共通設計方

針 
３項１号 

（38～51条） 
－ a 

⑭ 
アクセスルートに関する設計

方針 

技術基準規則に基づく共通設計方

針 
３項５号 － a 

⑮ 試験、検査に関する設計方針 
技術基準規則に基づく共通設計方

針 
１項４号 

（38～51条） 
－ a 

⑯ 

地震を要因とする重大事故等

に対する施設の耐震設計の基

本方針 

技術基準規則に基づく共通設計方

針 
１項２号 － a 
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⑰ 
可搬型重大事故等対処設備の

内部火災に対する防護方針 

技術基準規則に基づく共通設計方

針 
１項２号 － a 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  表等の呼び込み 
呼び込み場所の記載であるため，基本設計方針に記載し

ない。 
－ 

□2  
重大事故等対処設備の設置場

所及び保管場所 

重大事故等対処設備の設置場所及び保管場所は申請回次

毎に「Ⅵ－２ 再処理施設に関する図面」に示すため，

基本設計方針に記載しない。 

－ 

□3  
使用済燃料の冷却期間に関す

る記載 

使用済燃料の冷却期間に関する記載については，15条に

て記載するため，記載しない。 
－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 

事業変更許可申請書本文（設計方針）又は事業変更許可

申請書添付書類六内の記載と重複する内容であるため， 

記載しない。 

－ 

◇2  
事業指定変更許可申請で明確

化 

考慮不要である旨を上流の事業変更許可申請で明確にし

ているため，記載しない。 
－ 

◇3  環境条件の具体化 

環境条件については⑧⑨⑩で説明しており，詳細は「Ⅵ

－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条

件の下における健全性に関する説明書」にて記載する。 

a 

◇4  大規模損壊の記載 
大規模損壊は技術基準の要求にないことから，これを呼

び込む記載はしない。 
－ 

◇5  表等の呼び込み 
呼び込み場所の記載であるため，基本設計方針に記載し

ない。 
－ 

◇6  
重大事故等対処設備の設備分

類 

主要な重大事故等対処設備の設備分類は，添付資料に示

すため基本設計方針に記載しない。 
－ 

◇7  
重大事故等対処設備の設置場

所及び保管場所 

重大事故等対処設備の設置場所及び保管場所は申請回次

毎に示すため，基本設計方針に記載しない。 
－ 

◇8  火災防護計画に関する記載 
火災防護計画に定める運用は，11，35条にて記載するた

め，基本設計方針には記載しない。 
－ 

◇9  設計方針の詳細 

設計方針について，基本設計方針に記載し，詳細は「Ⅵ

－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条

件の下における健全性に関する説明書」にて記載する。 

a 

◇10  
自然現象又は人為事象の選定

過程 

自然現象又は人為事象の選定に係る検討過程であること

から記載しない。 
－ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ-1-1-4-2 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

b Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 
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第38条：臨界事故の拡大を防止するための設備 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備） 

（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（1 / 18） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
第三十八条 

 セル内において核燃料物質が臨界に達する

ことを防止するための機能を有する施設に

は、再処理規則第一条の三第一号に掲げる重

大事故の拡大を防止するために必要な次に掲

げる重大事故等対処設備が設けられていなけ

ればならない。 

 

一 未臨界に移行し、及び未臨界を維持する

ために必要な設備 臨① 

 

二 臨界事故が発生した設備に接続する換気

系統の配管の流路を遮断するために必要な設

備及び換気系統の配管内が加圧状態になった

場合にセル内に設置された配管の外部へ放射

性物質を排出するために必要な設備 

（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重

大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガ

ス貯留設備で記載） 

 

三 臨界事故が発生した場合において放射性

物質の放出による影響を緩和するために必要

な設備 

（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重

大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガ

ス貯留設備，臨界事故時水素掃気系で記載） 

 

 

（臨②から⑦は技術基準規則第三十六条への

適合方針） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 個別項目 

２ 再処理設備本体 

2.2 溶解施設 

2.2.1 溶解設備 

2.2.1.1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 

溶解設備の溶解槽において臨界事故が発生

した場合，溶解槽に可溶性中性子吸収材を供

給し，溶解槽を未臨界に移行するために必要

な重大事故等対処設備として代替可溶性中性

子吸収材緊急供給系を設ける設計とする。臨

①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代

替可溶性中性子吸収材緊急供給槽，可溶性中

性子吸収材の自動供給で使用する主要弁及び

主配管等で構成する。臨①-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ．再処理設備本体の構造及び設備 

(２) 溶解施設 

(ｂ) 重大事故等対処設備 

(イ) 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 

 

溶解設備の溶解槽において臨界事故が発生

した場合，溶解槽に可溶性中性子吸収材を供

給し，溶解槽を未臨界に移行するために必要

な重大事故等対処設備を設置及び保管する。

臨①-1 

 

また，緊急停止系の操作によって速やかに

固体状の核燃料物質の移送を停止することで

未臨界を維持するために必要な重大事故等対

処設備を設置する。□3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代

替可溶性中性子吸収材緊急供給槽，代替可溶

性中性子吸収材緊急供給弁，代替可溶性中性

子吸収材緊急供給系主配管・弁で構成する。

臨①-2 

 

安全保護回路の一部である代替可溶性中性

子吸収材緊急供給回路【臨⑧-1】及び工程計

装設備の一部【臨⑨-1】を常設重大事故等対

処設備として設置する。 

 

工程計装設備の一部【臨⑨-2】を可搬型重

大事故等対処設備として配備する。 

 

4.3.2 重大事故等対処設備 

4.3.2.1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 

4.3.2.1.1 概要 

 

 

溶解槽において臨界事故が発生した場合，

溶解槽に可溶性中性子吸収材を供給し，溶解

槽を未臨界に移行するために必要な重大事故

等対処設備を設置及び保管する。◇1  

 

 

また，緊急停止系の操作によって速やかに

固体状の核燃料物質の移送を停止することで

未臨界を維持するために必要な重大事故等対

処設備を設置する。◇1  

 

臨界検知用放射線検出器により溶解槽の臨

界事故の発生を判定した場合，代替可溶性中

性子吸収材緊急供給槽から臨界事故が発生し

た機器に可溶性中性子吸収材を自動で重力流

により供給する。◇1  

 

 また，緊急停止系の操作によって速やかに

固体状の核燃料物質の移送を停止する。◇1  

  

4.3.2.1.2 系統構成及び主要設備 

溶解槽の臨界事故の発生を判定した場合

に，可溶性中性子吸収材を自動で供給する設

備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

を設ける。◇1  

 

 (１) 系統構成 

溶解槽において臨界事故が発生した場合の

重大事故等対処設備として，代替可溶性中性

子吸収材緊急供給系を使用する。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代

替可溶性中性子吸収材緊急供給槽，代替可溶

性中性子吸収材緊急供給弁，代替可溶性中性

子吸収材緊急供給系主配管・弁で構成する。

◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び

計装設備の一部である臨界検知用放射線検出

器を常設重大事故等対処設備として設置す

る。◇1  

 

計装設備の一部であるガンマ線用サーベイ

メータ及び中性子線用サーベイメータを可搬

型重大事故等対処設備として配備する。◇1  

発電炉の基本設計方針に

ついては，当該条文の比

較対象となる基本設計方

針がないため記載しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

臨⑧-1，⑨-1 (P2へ) 

 

 

臨⑨-2 (P2へ) 

 

 

【凡例】 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

：許可からの変更点等 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わ

せ，記載の語尾を統一。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「主配管等」の指す内容は，

主配管及び経路を構成する機

器であり添付書類「Ⅵ-2-3 

系統図」で示す。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

設工認での設備名称を考慮した変更。 

【許可からの変更点】 

文章構成の変更。 
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また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮

空気設備の一部である安全圧縮空気系及び溶

解設備の溶解槽を常設重大事故等対処設備と

して位置付け，未臨界に移行し，及び未臨界

を維持できる設計とする。臨①-3 

 

臨界事故が発生した場合の重大事故等対処

設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供

給系の他，安全保護回路の代替可溶性中性子

吸収材緊急供給回路及び計測制御設備の臨界

検知用放射線検出器並びにガンマ線用サーベ

イメータ及び中性子線用サーベイメータを使

用する設計とする。なお，安全保護回路につ

いては「4.2 安全保護回路」の「4.2.2 代

替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」に，計

測制御設備については「4.1 計測制御設備」

に示す。臨⑧-1，⑧-2，⑨-1，⑨-2，⑨-3 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代

替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検

知用放射線検出器において臨界事故の発生を

判定した場合に，溶解設備の溶解槽に対して

可溶性中性子吸収材を自動で重力流により供

給できる設計とする。臨①-4 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替

可溶性中性子吸収材緊急供給槽には，未臨界

に移行するために必要な可溶性中性子吸収材

を内包できる設計とする。臨①-5 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代

替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検

知用放射線検出器により，臨界事故が発生し

た機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨界事

故が発生したと判定したことを条件とし，直

ちに経路上の弁を開放することにより，自動

で臨界事故が発生した機器に，重力流により

可溶性中性子吸収材を供給し，10 分以内に可

溶性中性子吸収材の供給が完了できる設計と

する。また，弁を多重化すること等により，

臨界事故時に確実に可溶性中性子吸収材を供

給できる設計とする。さらに，可溶性中性子

吸収材の供給が自動で開始されたことを，中

央制御室において確認できる設計とする。臨

①-6 

 

 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮

空気設備の一部である安全圧縮空気系，溶解

設備の溶解槽及び電気設備の一部である受電

開閉設備等□4 を常設重大事故等対処設備とし

て位置付ける。臨①-3 

 

安全保護回路については「ヘ．(２) 主要

な安全保護回路の種類」【臨⑧-2】に，工程

計装設備については「ヘ．(３) 主要な工程

計装設備の種類」【臨⑨-3】に，電気設備に

ついては「リ． (１) (ⅰ) 電気設備」に□4

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代

替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検

知用放射線検出器において臨界事故の発生を

判定した場合に，溶解設備の溶解槽に対して

可溶性中性子吸収材を自動で重力流により供

給する。臨①-4 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替

可溶性中性子吸収材緊急供給槽には，未臨界

に移行するために必要な可溶性中性子吸収材

を内包できる設計とする。臨①-5 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨

界検知用放射線検出器により，臨界事故が発

生した機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨

界事故が発生したと判定したことを条件と

し，直ちに経路上の弁を開放することによ

り，自動で臨界事故が発生した機器に，重力

流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分

以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了でき

る設計とする。また，弁を多重化すること等

により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸

収材を供給できる設計とする。さらに，可溶

性中性子吸収材の供給が自動で開始されたこ

とを，中央制御室において確認できる設計と

する。臨①-6 

 

 

 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮

空気設備の一部である安全圧縮空気系，溶解

槽及び電気設備の一部である受電開閉設備等

を常設重大事故等対処設備として位置付け

る。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路につ

いては「6.2.2.2 系統構成及び主要設備」

に，計装設備については「6.2.1.4 系統構成

及び主要設備」に，電気設備については

「9.2.2.4 系統構成」に示す。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 主要設備 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，代

替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検

知用放射線検出器において臨界事故の発生を

判定した場合に，溶解槽に対して可溶性中性

子吸収材を自動で重力流により供給する。◇1  

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替

可溶性中性子吸収材緊急供給槽には，未臨界

に移行するために必要な可溶性中性子吸収材

を内包できる設計とする。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨

界検知用放射線検出器により，臨界事故が発

生した機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨

界事故が発生したと判定したことを条件と

し，直ちに経路上の弁を開放することによ

り，自動で臨界事故が発生した機器に，重力

流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分

以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了でき

る設計とする。また，弁を多重化すること等

により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸

収材を供給できる設計とする。さらに，可溶

性中性子吸収材の供給が自動で開始されたこ

とを，中央制御室において確認できる設計と

する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨⑧-1，⑨-1，⑨-2 (P1

から) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【「等」の解説】 

「弁を多重化すること等」の指す内容は

添付書類「Ⅵ-2-3 系統図」で示すため

当該箇所では許可の記載を用いた。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わせ，記載の

語尾を統一。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

設工認の章構成に合わせて

引用先を適正化した。 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わせ，記載の

語尾を統一。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

主語の明確化。 
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代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨

界事故が発生した場合における放射線の影響

を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が

供給できるよう，代替可溶性中性子吸収材緊

急供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統の遮

断が発生した場合には，フェイルセイフによ

り弁を開とする設計とする。臨①-7 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替

可溶性中性子吸収材緊急供給槽は，化学薬品

を内包するため，化学薬品の漏えい源となら

ないよう設計することとし，具体的には適切

な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤操作

による漏えいを防止できる設計とする。臨①-

8 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，共

通要因によって設計基準事故に対処するため

の設備である可溶性中性子吸収材緊急供給系

と同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう，可溶性中性子吸収材緊急供給系と異な

る設備とすることで，独立性を有する設計と

する。臨②-1 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のう

ち，安全上重要な施設以外の安全機能を有す

る施設は，自然現象，人為事象，溢水，化学

薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対し

て修理の対応，関連する工程の停止等により

重大事故等に対処するための機能を損なわな

い設計とする。臨②-2 

 

関連する工程を停止すること等について

は，保安規定に定めて，管理する。臨②-3 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替

可溶性中性子吸収材緊急供給系主配管は，重

大事故等発生前（通常時）の分離された状態

から弁等の操作により重大事故等対処設備と

しての系統構成とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。臨③-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替

可溶性中性子吸収材緊急供給槽は，化学薬品

を内包するため，化学薬品の漏えい源となら

ないよう設計することとし，具体的には適切

な材料の選定，耐震性の確保及び誤操作によ

る漏えいを防止する。臨①-8 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，設

計基準事故に対処するための設備である可溶

性中性子吸収材緊急供給系と共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう，可溶性中性子吸収材緊急供給系と異な

る設備とすることで，独立性を有する設計と

する。臨②-1 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のう

ち，安全上重要な施設以外の安全機能を有す

る施設は，自然現象，人為事象，溢水，化学

薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対し

て修理等の対応，関連する工程の停止等によ

り重大事故等に対処するための機能を損なわ

ない設計とする。臨②-2 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替

可溶性中性子吸収材緊急供給系主配管は，重

大事故等発生前（通常時）の分離された状態

から弁等の操作により重大事故等対処設備と

しての系統構成とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。臨③-1 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨

界事故が発生した場合における放射線の影響

を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が

供給できるよう，代替可溶性中性子吸収材緊

急供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統の遮

断が発生した場合には，フェイルセイフによ

り弁を開とする設計とする。臨①-7 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替

可溶性中性子吸収材緊急供給槽は，化学薬品

を内包するため，化学薬品の漏えい源となら

ないよう設計することとし，具体的には適切

な材料の選定，耐震性の確保及び誤操作によ

る漏えいを防止する。◇1  

 

4.3.2.1.3 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18(１)ａ．多

様性，位置的分散」に示す。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，設

計基準事故に対処するための設備である可溶

性中性子吸収材緊急供給系と共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう，可溶性中性子吸収材緊急供給系と異な

る設備とすることで，独立性を有する設計と

する。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のう

ち，安全上重要な施設以外の安全機能を有す

る施設は，地震等により機能が損なわれる場

合，修理等の対応により機能を維持する設計

とする。また，必要に応じて◇1 関連する工程

を停止する等の手順を整備する。臨②-3 

 

 

(２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18(１)ｂ．悪

影響防止」に示す。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替

可溶性中性子吸収材緊急供給系主配管は，重

大事故等発生前（通常時）の分離された状態

から弁等の操作により重大事故等対処設備と

しての系統構成とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。◇1  

 

(３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18(２) 個数

及び容量」に示す。◇1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【「等」の解説】 

「弁等の操作」の指す内容は，保安規

定で示すため当該箇所では許可の記載

を用いた。 

（以下同じ） 

【等の解説】 

「自然現象（地震含む），人為事象，

溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部

発生飛散物に対して修理の対応，関連

する工程の停止等」とは，代替設備に

より重大事故等への対処に必要な機能

を確保すること，安全上支障のない期

間で修理の対応を行うこと，関連する

工程の停止等又はこれらを適切に組み

合わせることの総称として示した記載

であり保安規定で示すため当該箇所で

は許可の記載を用いた。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

機能を損なわないための設計の明確化。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

語尾修正に伴う記載の適正化。 

（以下同じ） 

1989
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代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，可

溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給でき

るよう，溶解設備の溶解槽１基当たり１系列

で構成し，未臨界に移行し，及び未臨界を維

持できる設計とする。臨④-1 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替

可溶性中性子吸収材緊急供給槽は，臨界事故

が発生した機器を未臨界に移行するために必

要となる可溶性中性子吸収材量に対して容量

に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材を

内包できる設計とし，前処理建屋に２系列を

設置する設計とする。臨④-2 

 

可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムと

し，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に

十分な余裕を持たせ，約 150ｇ・Ｇｄ／Ｌと

する。臨④-3 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨

界事故時において，臨界検知用放射線検出器

の誤差を考慮して確実に作動する設計とす

る。臨④-4 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，

「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，

重大事故等への対処に必要な設備を１セット

確保する設計とする。臨④-5 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のう

ち，安全上重要な施設は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる前処理建屋に設置し，

風（台風）等により重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。臨⑤-1 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のう

ち，安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬

品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さ

への設置，被水防護及び被液防護する設計と

する。臨⑤-2 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，可

溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給でき

るよう，溶解設備の溶解槽１基当たり１系列

で構成する。臨④-1 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替

可溶性中性子吸収材緊急供給槽は，臨界事故

が発生した機器を未臨界に移行するために必

要となる可溶性中性子吸収材量に対して容量

に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材を

内包できる設計とし，前処理建屋に２系列を

設置する設計とする。臨④-2 

 

また，可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニ

ウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶

解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／

Ｌとする。臨④-3 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨

界事故時において，臨界検知用放射線検出器

の誤差を考慮して確実に作動する設計とす

る。臨④-4 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨

界事故の発生を仮定する機器ごとに，重大事

故等への対処に必要な設備を１セット確保す

る。臨④-5 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のう

ち，安全上重要な施設は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる前処理建屋に設置し，

風（台風）等により機能を損なわない設計と

する。臨⑤-1 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のう

ち，安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬

品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さ

への設置，被水防護及び被液防護する設計と

する。臨⑤-2 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，可

溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給でき

るよう，溶解槽１基当たり１系列で構成す

る。◇1  

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替

可溶性中性子吸収材緊急供給槽は，臨界事故

が発生した機器を未臨界に移行するために必

要となる可溶性中性子吸収材量に対して容量

に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材を

内包できる設計とし，前処理建屋に２系列を

設置する設計とする。◇1  

 

また，可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニ

ウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶

解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／

Ｌとする。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨

界事故時において，臨界検知用放射線検出器

の誤差を考慮して確実に作動する設計とす

る。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨

界事故の発生を仮定する機器ごとに，重大事

故等への対処に必要な設備を１セット確保す

る。◇1  

 

(４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18(３) 環境

条件等」に示す。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のう

ち，安全上重要な施設は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる前処理建屋に設置し，

風（台風）等により機能を損なわない設計と

する。◇1  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のう

ち，安全上重要な施設以外の安全機能を有す

る施設は，地震等により機能が損なわれる場

合，修理等の対応により機能を維持する設計

とする。また，必要に応じて関連する工程を

停止する等の手順を整備する。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のう

ち，安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬

品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さ

への設置，被水防護及び被液防護する設計と

する。◇1  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【「等」の解説】 

「風（台風）等」の指す内容は，第 36

条の基本設計方針において具体化され

ている風（台風），竜巻，凍結，高

温，降水，積雪及び火山の影響等であ

り，考慮する事象の総称として示した

記載であることから許可の記載を用い

た。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の文章構成に合わせて削

除した。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わせ，記載の

語尾を統一。 

（以下同じ） 
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代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，配

管の全周破断に対して，適切な材質とするこ

とにより，漏えいした放射性物質を含む腐食

性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事

故等への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。臨⑤-3 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，想

定される重大事故等が発生した場合において

も操作に支障がないように，中央制御室で操

作可能な設計とする。臨⑤-4 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替

可溶性中性子吸収材緊急供給系主配管は，通

常時に使用する系統から速やかに切り替える

ことができるよう，系統に必要な弁等を設け

る設計とし，弁等の操作により，安全機能を

有する施設の系統から重大事故等対処設備の

系統に速やかに切り替えられる設計とする。

臨⑥-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，通

常時において，重大事故等に対処するために

必要な機能を確認するため，外観点検，性能

確認，分解点検等が可能な設計とする。臨⑦-

1  

 

性能確認においては，代替可溶性中性子吸

収材緊急供給回路からの信号による代替可溶

性中性子吸収材緊急供給系の弁の作動試験等

を行うことにより定期的に試験及び検査を実

施できる設計とする。臨⑦-2 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，配

管の全周破断に対して，適切な材質とするこ

とにより，漏えいした放射性物質を含む腐食

性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を

損なわない設計とする。臨⑤-3 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，想

定される重大事故等が発生した場合において

も操作に支障がないように，中央制御室で操

作可能な設計とする。臨⑤-4 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替

可溶性中性子吸収材緊急供給系主配管は，通

常時に使用する系統から速やかに切り替える

ことができるよう，系統に必要な弁等を設け

る設計とし，弁等の操作により，安全機能を

有する施設の系統から重大事故等対処設備の

系統に速やかに切り替えられる設計とする。

臨⑥-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，再

処理施設の運転中又は停止中に外観点検，性

能確認，分解点検等が可能な設計とする。臨

⑦-1  

 

 

性能確認においては，代替可溶性中性子吸

収材緊急供給回路からの信号による代替可溶

性中性子吸収材緊急供給系の弁の作動試験等

を行うことにより定期的に試験及び検査を実

施する。臨⑦-2 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，配

管の全周破断に対して，適切な材質とするこ

とにより，漏えいした放射性物質を含む腐食

性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を

損なわない設計とする。◇1  

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，想

定される重大事故等が発生した場合において

も操作に支障がないように，中央制御室で操

作可能な設計とする。◇1  

 

(５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18(４)ａ．操

作性の確保」に示す。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替

可溶性中性子吸収材緊急供給系主配管は，通

常時に使用する系統から速やかに切り替える

ことができるよう，系統に必要な弁等を設け

る設計とし，弁等の操作により，安全機能を

有する施設の系統から重大事故等対処設備の

系統に速やかに切り替えられる設計とする。

◇1  

 

4.3.2.1.4 主要設備の仕様 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主要

設備の仕様を第4.3－５表(1)に，代替可溶性

中性子吸収材緊急供給系に関連するその他設

備の概略仕様を第4.3－５表(2)～第4.3－５表

(5)に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の

系統概要図を第4.3－５図に，溶解施設の重大

事故等対処設備の機器配置概要図を第4.3－７

～第4.3－11図に示す。◇2  

 

4.3.2.1.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18(４)ｂ．試

験・検査性」に示す。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，再

処理施設の運転中又は停止中に外観点検，性

能確認，分解点検等が可能な設計とする。◇1  

 

 

 

性能確認においては，代替可溶性中性子吸

収材緊急供給回路からの信号による代替可溶

性中性子吸収材緊急供給系の弁の作動試験等

を行うことにより定期的に試験及び検査を実

施する。◇1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【「等」の解説】 

「腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）」とは，許可において各施設で取

扱う対象として記載している放射性物

質を含む腐食性の液体の総称として示

した記載であることから許可の記載を

用いた。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「外観点検，性能確認，分解点検

等」「作動試験等」とは外観点

検，員数確認，性能確認，分解点

検，漏えい確認，温度確認，異音

確認，異臭確認等の対処するため

に必要な機能の確認方法の総称と

して示した記載であることから許

可の記載を用いた。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「通常時に使用する系統から速やかに

切り替えることができるよう，系統に

必要な弁等」の指す内容は，系統の切

替えに必要な設備の総称として示した

記載であることから許可の記載を用い

た。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化 

（以下同じ） 
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2.2.1.2 重大事故時可溶性中性子吸収材供給

系 

 

「臨界事故」の発生を仮定する機器におい

て，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発

生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，

臨界事故が発生した機器を未臨界に移行する

ために必要な重大事故等対処設備として重大

事故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設

計とする。臨①-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽，可溶

性中性子吸収材の自動供給で使用する主要弁

及び主配管等で構成する。臨①-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ロ) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 

 

 

臨界事故の発生を仮定する機器において，

臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生し

た機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するため

に必要な重大事故等対処設備を設置及び保管

する。臨①-9 

 

また，緊急停止系の操作によって速やかに

固体状の核燃料物質の移送を停止することで

未臨界を維持するために必要な重大事故等対

処設備を設置する。□3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽，重大

事故時可溶性中性子吸収材供給弁及び重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系配管・弁で構

成する。臨①-10 

 

安全保護回路の一部である重大事故時可溶

性中性子吸収材供給回路【臨⑧-3】及び工程

計装設備の一部【臨⑨-4】を常設重大事故等

対処設備として設置する。 

 

工程計装設備の一部【臨⑨-5】を可搬型重

大事故等対処設備として配備する。 

 

4.3.2.2 重大事故時可溶性中性子吸収材供給

系 

4.3.2.2.1 概要 

臨界事故の発生を仮定する機器において，

臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生し

た機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するため

に必要な重大事故等対処設備を設置及び保管

する。◇1  

 

また，緊急停止系の操作によって速やかに

固体状の核燃料物質の移送を停止することで

未臨界を維持するために必要な重大事故等対

処設備を設置する。◇1  

 

臨界検知用放射線検出器により臨界事故の

発生を仮定する機器の臨界事故の発生を判定

した場合，重大事故時可溶性中性子吸収材供

給槽から臨界事故が発生した機器に可溶性中

性子吸収材を自動で重力流により供給する。

◇1  

 また，緊急停止系の操作によって速やかに

固体状の核燃料物質の移送を停止する。◇1  

  

4.3.2.2.2 系統構成及び主要設備 

エンドピース酸洗浄槽又はハル洗浄槽の臨

界事故の発生を判定した場合に，可溶性中性

子吸収材を自動で供給する設備として重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける。◇1  

 

(１) 系統構成 

エンドピース酸洗浄槽又はハル洗浄槽にお

いて臨界事故が発生した場合の重大事故等対

処設備として，重大事故時可溶性中性子吸収

材供給系を使用する。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽，重大

事故時可溶性中性子吸収材供給弁及び重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系配管・弁で構

成する。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及

び計装設備の一部である臨界検知用放射線検

出器を常設重大事故等対処設備として設置す

る。◇1  

 

計装設備の一部であるガンマ線用サーベイ

メータ及び中性子線用サーベイメータを可搬

型重大事故等対処設備として配備する。◇1  

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

臨⑧-3，⑨-4 (P7へ) 

 

 

臨⑨-5 (P7へ) 

 

 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わ

せ，記載の語尾を統一。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

設工認での設備名称を考慮した変更。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

文章構成の変更。 

（以下同じ） 
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また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮

空気設備の一部である一般圧縮空気系及び

「臨界事故」の発生を仮定する機器を常設重

大事故等対処設備として位置付け，未臨界に

移行し，及び未臨界を維持できる設計とす

る。臨①-11 

 

臨界事故が発生した場合の重大事故等対処

設備として，重大事故時可溶性中性子吸収材

供給系の他，安全保護回路の重大事故時可溶

性中性子吸収材供給回路及び計測制御設備の

臨界検知用放射線検出器並びにガンマ線用サ

ーベイメータ及び中性子線用サーベイメータ

を使用する設計とする。なお，安全保護回路

については「4.2 安全保護回路」の「4.2.3 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」

に，計測制御設備については「4.1 計測制御

設備」に示す。臨⑧-3，⑧-4，⑨-4，⑨-5，

⑨-6 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨

界検知用放射線検出器において臨界事故の発

生を判定した場合に，臨界事故が発生した機

器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力

流により供給できる設計とする。臨①-12 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未

臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸

収材を内包できる設計とする。臨①-13 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨

界検知用放射線検出器により，臨界事故が発

生した機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨

界事故が発生したと判定したことを条件と

し，直ちに経路上の弁を開放することによ

り，自動で臨界事故が発生した機器に，重力

流により可溶性中性子吸収材を供給し，10 分

以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了でき

る設計とする。また，弁を多重化すること等

により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸

収材を供給できる設計とする。さらに，可溶

性中性子吸収材の供給が自動で開始されたこ

とを，中央制御室において確認できる設計と

する。臨①-14 

 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮

空気設備の一部である一般圧縮空気系，臨界

事故の発生を仮定する機器（第２表）□1 及び

電気設備の一部である受電開閉設備等□4 を常

設重大事故等対処設備として位置付ける。臨

①-11 

 

安全保護回路については「ヘ．(２) 主要

な安全保護回路の種類」【臨⑧-4】に，工程

計装設備については「ヘ．(３) 主要な工程

計装設備の種類」【臨⑨-6】に，電気設備に

ついては「リ． (１) (ⅰ)  電気設備」に□4

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨

界検知用放射線検出器において臨界事故の発

生を判定した場合に，臨界事故が発生した機

器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力

流により供給する。臨①-12 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未

臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸

収材を内包できる設計とする。臨①-13 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が

発生した機器周辺の線量率の上昇を検知し，

臨界事故が発生したと判定したことを条件と

し，直ちに経路上の弁を開放することによ

り，自動で臨界事故が発生した機器に，重力

流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分

以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了でき

る設計とする。また，弁を多重化すること等

により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸

収材を供給できる設計とする。さらに，可溶

性中性子吸収材の供給が自動で開始されたこ

とを，中央制御室において確認できる設計と

する。臨①-14 

 

 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮

空気設備の一部である一般圧縮空気系，臨界

事故の発生を仮定する機器（第4.3－７表）及

び電気設備の一部である受電開閉設備等を常

設重大事故等対処設備として位置付ける。◇1  

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路に

ついては「6.2.3.2 系統構成及び主要設備」

に，計装設備については「6.2.1.4 系統構成

及び主要設備」に，電気設備については

「9.2.2.4 系統構成」に示す。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

(２) 主要設備 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨

界検知用放射線検出器において臨界事故の発

生を判定した場合に，臨界事故が発生した機

器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力

流により供給する。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未

臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸

収材を内包できる設計とする。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が

発生した機器周辺の線量率の上昇を検知し，

臨界事故が発生したと判定したことを条件と

し，直ちに経路上の弁を開放することによ

り，自動で臨界事故が発生した機器に，重力

流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分

以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了でき

る設計とする。また，弁を多重化すること等

により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸

収材を供給できる設計とする。さらに，可溶

性中性子吸収材の供給が自動で開始されたこ

とを，中央制御室において確認できる設計と

する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨⑧-3，⑨-4，⑨-5 (P6

から) 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【許可からの変更点】 

主語の明確化。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

設工認の章構成に合わせて

引用先を適正化した。 

（以下同じ） 
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重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

臨界事故が発生した場合における放射線の影

響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材

が供給できるよう，重大事故時可溶性中性子

吸収材供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統

の遮断が発生した場合には，フェイルセイフ

により弁を開とする設計とする。臨①-15 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学

薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源と

ならないよう設計することとし，具体的には

適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤

操作による漏えいを防止できる設計とする。

臨①-16 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏え

い，火災及び内部発生飛散物に対して修理の

対応，関連する工程の停止等により重大事故

等に対処するための機能を損なわない設計と

する。臨②-4 

 

関連する工程を停止すること等について

は，保安規定に定めて，管理する。臨②-5 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，

重大事故等発生前（通常時）の分離された状

態から弁等の操作により重大事故等対処設備

としての系統構成とすることにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。臨③-2 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

可溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給で

きるよう，「臨界事故」の発生を仮定する機

器１基当たり１系列で構成し，未臨界に移行

し，及び未臨界を維持できる設計とする。臨

④-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学

薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源と

ならないよう設計することとし，具体的には

適切な材料の選定，耐震性の確保及び誤操作

による漏えいを防止する。臨①-16 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏え

い，火災及び内部発生飛散物に対して修理等

の対応，関連する工程の停止等により重大事

故等に対処するための機能を損なわない設計

とする。臨②-4 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，

重大事故等発生前（通常時）の分離された状

態から弁等の操作により重大事故等対処設備

としての系統構成とすることにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。臨③-2 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

可溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給で

きるよう，臨界事故の発生を仮定する機器１

基当たり１系列で構成する。臨④-6 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

臨界事故が発生した場合における放射線の影

響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材

が供給できるよう，重大事故時可溶性中性子

吸収材供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統

の遮断が発生した場合には，フェイルセイフ

により弁を開とする設計とする。臨①-15 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学

薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源と

ならないよう設計することとし，具体的には

適切な材料の選定，耐震性の確保及び誤操作

による漏えいを防止する。◇1  

 

4.3.2.2.3 設計方針 

 (１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18(１)ａ．多様

性，位置的分散」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

地震等により機能が損なわれる場合，修理等

の対応により機能を維持する設計とする。ま

た，必要に応じて◇1 関連する工程を停止する

等の手順を整備する。臨②-5 

 

 

 

 

 (２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18(１)ｂ．悪

影響防止」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，

重大事故等発生前（通常時）の分離された状

態から弁等の操作により重大事故等対処設備

としての系統構成とすることにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。◇1  

 

 (３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18(２) 個数

及び容量」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

可溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給で

きるよう，臨界事故の発生を仮定する機器１

基当たり１系列で構成する。◇1  
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重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するため

に必要となる可溶性中性子吸収材量に対して

容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収

材を内包できる設計とし，前処理建屋に４系

列を設置する設計とする。臨④-7 

 

可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムと

し，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に

十分な余裕を持たせ，約 150ｇ・Ｇｄ／Ｌと

する。臨④-8 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

臨界事故時において，臨界検知用放射線検出

器の誤差を考慮して確実に作動する設計とす

る。臨④-9 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，

重大事故等への対処に必要な設備を１セット

確保する設計とする。臨④-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

配管の全周破断に対して，適切な材質とする

ことにより，漏えいした放射性物質を含む腐

食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大

事故等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。臨⑤-5 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

想定される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，中央制御室で

操作可能な設計とする。臨⑤-6 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するため

に必要となる可溶性中性子吸収材量に対して

容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収

材を内包できる設計とし，前処理建屋に４系

列を設置する設計とする。臨④-7 

 

また，可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニ

ウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶

解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／

Ｌとする。臨④-8 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

臨界事故時において，臨界検知用放射線検出

器の誤差を考慮して確実に作動する設計とす

る。臨④-9 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

臨界事故の発生を仮定する機器ごとに，重大

事故等への対処に必要な設備を１セット確保

する。臨④-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

配管の全周破断に対して，適切な材質とする

ことにより，漏えいした放射性物質を含む腐

食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能

を損なわない設計とする。臨⑤-5 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

想定される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，中央制御室で

操作可能な設計とする。臨⑤-6 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するため

に必要となる可溶性中性子吸収材量に対して

容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収

材を内包できる設計とし，前処理建屋に４系

列を設置する設計とする。◇1  

 

また，可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニ

ウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶

解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／

Ｌとする。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

臨界事故時において，臨界検知用放射線検出

器の誤差を考慮して確実に作動する設計とす

る。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

臨界事故の発生を仮定する機器ごとに，重大

事故等への対処に必要な設備を１セット確保

する。◇1  

 

 (４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18(３) 環境

条件等」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

地震等により機能が損なわれる場合，修理等

の対応により機能を維持する設計とする。ま

た，必要に応じて関連する工程を停止する等

の手順を整備する。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

配管の全周破断に対して，適切な材質とする

ことにより，漏えいした放射性物質を含む腐

食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能

を損なわない設計とする。◇1  

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

想定される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，中央制御室で

操作可能な設計とする。◇1  

 

 (５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18(４)ａ．操

作性の確保」に示す。◇1  
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重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，

通常時に使用する系統から速やかに切り替え

ることができるよう，系統に必要な弁等を設

ける設計とし，弁等の操作により，安全機能

を有する施設の系統から重大事故等対処設備

の系統に速やかに切り替えられる設計とす

る。臨⑥-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

通常時において，重大事故等に対処するため

に必要な機能を確認するため，外観点検，性

能確認，分解点検等が可能な設計とする。臨

⑦-3 

 

性能確認においては，重大事故時可溶性中

性子吸収材供給回路からの信号による重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系の弁の作動試

験等を行うことにより定期的に試験及び検査

を実施できる設計とする。臨⑦-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，

通常時に使用する系統から速やかに切り替え

ることができるよう，系統に必要な弁等を設

ける設計とし，弁等の操作により，安全機能

を有する施設の系統から重大事故等対処設備

の系統に速やかに切り替えられる設計とす

る。臨⑥-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

再処理施設の運転中又は停止中に外観点検，

性能確認，分解点検等が可能な設計とする。

臨⑦-3 

 

 

性能確認においては，重大事故時可溶性中

性子吸収材供給回路からの信号による重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系の弁の作動試

験等を行うことにより定期的に試験及び検査

を実施する。臨⑦-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，

通常時に使用する系統から速やかに切り替え

ることができるよう，系統に必要な弁等を設

ける設計とし，弁等の操作により，安全機能

を有する施設の系統から重大事故等対処設備

の系統に速やかに切り替えられる設計とす

る。◇1  

 

4.3.2.2.4 主要設備の仕様 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主

要設備の仕様を第4.3－６表(1)に，重大事故

時可溶性中性子吸収材供給系に関連するその

他設備の概略仕様を第4.3－６表(2)～第4.3－

６表(5)に，重大事故時可溶性中性子吸収材供

給系の系統概要図を第4.3－６図に，溶解施設

の重大事故等対処設備の機器配置概要図を第

4.3－７～第4.3－11図に示す。◇2  

  

4.3.2.2.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18(４)ｂ．試

験・検査性」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

再処理施設の運転中又は停止中に外観点検，

性能確認，分解点検等が可能な設計とする。

◇1  

 

 

性能確認においては，重大事故時可溶性中

性子吸収材供給回路からの信号による重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系の弁の作動試

験等を行うことにより定期的に試験及び検査

を実施する。◇1  
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2.4 精製施設 

2.4.3 精製建屋一時貯留処理設備 

2.4.3.1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給

系 

「臨界事故」の発生を仮定する機器におい

て，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発

生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，

臨界事故が発生した機器を未臨界に移行する

ために必要な重大事故等対処設備として重大

事故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設

計とする。臨①-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽，可溶

性中性子吸収材の自動供給で使用する主要弁

及び主配管等で構成する。臨①-18 

 

 

 

 

 

 

(４) 精製施設 

(ｂ) 重大事故等対処設備 

(イ) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 

 

臨界事故の発生を仮定する機器において，

臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生し

た機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するため

に必要な重大事故等対処設備を設置及び保管

する。臨①-17 

 

 

 

また，緊急停止系の操作によって速やかに

液体状の核燃料物質の移送を停止することで

未臨界を維持するために必要な重大事故等対

処設備を設置する。□3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽，重大

事故時可溶性中性子吸収材供給弁及び重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系配管・弁で構

成する。臨①-18 

 

安全保護回路の一部である重大事故時可溶

性中性子吸収材供給回路【臨⑧-5】及び工程

計装設備の一部【臨⑨-7】を常設重大事故等

対処設備として設置する。 

4.5.2 重大事故等対処設備 

4.5.2.1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給

系 

4.5.2.1.1 概要 

臨界事故の発生を仮定する機器において，

臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生し

た機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するため

に必要な重大事故等対処設備を設置及び保管

する。◇1  

 

 

 

また，緊急停止系の操作によって速やかに

液体状の核燃料物質の移送を停止することで

未臨界を維持するために必要な重大事故等対

処設備を設置する。◇1  

 

臨界検知用放射線検出器により臨界事故の

発生を仮定する機器の臨界事故の発生を判定

した場合，重大事故時可溶性中性子吸収材供

給槽から臨界事故が発生した機器に可溶性中

性子吸収材を自動で重力流により供給する。

◇1  

また，緊急停止系の操作によって速やかに

液体状の核燃料物質の移送を停止する。◇1  

 

 4.5.2.1.2 系統構成及び主要設備 

第５一時貯留処理槽又は第７一時貯留処理

槽の臨界事故の発生を判定した場合に，可溶

性中性子吸収材を自動で供給する設備として

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を設け

る。◇1  

 

 (１) 系統構成 

第５一時貯留処理槽又は第７一時貯留処理

槽において臨界事故が発生した場合の重大事

故等対処設備として，重大事故時可溶性中性

子吸収材供給系を使用する。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽，重大

事故時可溶性中性子吸収材供給弁及び重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系配管・弁で構

成する。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及

び計装設備の一部である臨界検知用放射線検

出器を常設重大事故等対処設備として設置す

る。◇1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

臨⑧-5，⑨-7 (P12へ) 
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また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮

空気設備の一部である一般圧縮空気系及び安

全圧縮空気系並びに「臨界事故」の発生を仮

定する機器を常設重大事故等対処設備として

位置付け，未臨界に移行し，及び未臨界を維

持できる設計とする。臨①-19 

 

臨界事故が発生した場合の重大事故等対処

設備として，重大事故時可溶性中性子吸収材

供給系の他，安全保護回路の重大事故時可溶

性中性子吸収材供給回路及び計測制御設備の

臨界検知用放射線検出器並びにガンマ線用サ

ーベイメータ及び中性子線用サーベイメータ

を使用する設計とする。なお，安全保護回路

については「4.2 安全保護回路」の「4.2.3 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」

に，計測制御設備については「4.1 計測制御

設備」に示す。臨⑧-5，⑧-6，⑨-7，⑨-8，

⑨-9 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨

界検知用放射線検出器において臨界事故の発

生を判定した場合に，臨界事故が発生した機

器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力

流により供給できる設計とする。臨①-20 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未

臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸

収材を内包できる設計とする。臨①-21 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨

界検知用放射線検出器により，臨界事故が発

生した機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨

界事故が発生したと判定したことを条件と

し，直ちに経路上の弁を開放することによ

り，自動で臨界事故が発生した機器に，重力

流により可溶性中性子吸収材を供給し，10 分

以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了でき

る設計とする。また，弁を多重化すること等

により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸

収材を供給できる設計とする。さらに，可溶

性中性子吸収材の供給が自動で開始されたこ

とを，中央制御室において確認できる設計と

する。臨①-22 

工程計装設備の一部【臨⑨-8】を可搬型重

大事故等対処設備として配備する。 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮

空気設備の一部である一般圧縮空気系及び安

全圧縮空気系，臨界事故の発生を仮定する機

器（第２表）□1 並びに電気設備の一部である

受電開閉設備等□4 を常設重大事故等対処設備

として位置付ける。臨①-19 

 

安全保護回路については「ヘ．(２) 主要

な安全保護回路の種類」【臨⑧-6】に，工程

計装設備については「ヘ．(３) 主要な工程

計装設備の種類」【臨⑨-9】に，電気設備に

ついては「リ． (１) (ⅰ)  電気設備」に□4

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨

界検知用放射線検出器において臨界事故の発

生を判定した場合に，臨界事故が発生した機

器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力

流により供給する。臨①-20 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未

臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸

収材を内包できる設計とする。臨①-21 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が

発生した機器周辺の線量率の上昇を検知し，

臨界事故が発生したと判定したことを条件と

し，直ちに経路上の弁を開放することによ

り，自動で臨界事故が発生した機器に，重力

流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分

以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了でき

る設計とする。また，弁を多重化すること等

により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸

収材を供給できる設計とする。さらに，可溶

性中性子吸収材の供給が自動で開始されたこ

とを，中央制御室において確認できる設計と

する。臨①-22 

 

計装設備の一部であるガンマ線用サーベイ

メータ及び中性子線用サーベイメータを可搬

型重大事故等対処設備として配備する。◇1  

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮

空気設備の一部である一般圧縮空気系及び安

全圧縮空気系，臨界事故の発生を仮定する機

器（第4.5－８表）並びに電気設備の一部であ

る受電開閉設備等を常設重大事故等対処設備

として位置付ける。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路に

ついては「6.2.3.2 系統構成及び主要設備」

に，計装設備については「6.2.1.4 系統構成

及び主要設備」に，電気設備については

「9.2.2.4 系統構成」に示す。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 主要設備 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨

界検知用放射線検出器において臨界事故の発

生を判定した場合に，臨界事故が発生した機

器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力

流により供給する。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未

臨界に移行するために必要な可溶性中性子吸

収材を内包できる設計とする。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が

発生した機器周辺の線量率の上昇を検知し，

臨界事故が発生したと判定したことを条件と

し，直ちに経路上の弁を開放することによ

り，自動で臨界事故が発生した機器に，重力

流により可溶性中性子吸収材を供給し，10分

以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了でき

る設計とする。また，弁を多重化すること等

により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸

収材を供給できる設計とする。さらに，可溶

性中性子吸収材の供給が自動で開始されたこ

とを，中央制御室において確認できる設計と

する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨⑧-5，⑨-7 (P11から) 

 
 

1998



別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備） 

（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系）（13 / 18） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

臨界事故が発生した場合における放射線の影

響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材

が供給できるよう，重大事故時可溶性中性子

吸収材供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統

の遮断が発生した場合には，フェイルセイフ

により弁を開とする設計とする。臨①-23 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学

薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源と

ならないよう設計することとし，具体的には

適切な材料を選定し，耐震性を確保し及び誤

操作による漏えいを防止できる設計とする。

臨①-24 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のう

ち，安全上重要な施設以外の安全機能を有す

る施設は，自然現象，人為事象，溢水，化学

薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対し

て修理の対応，関連する工程の停止等により

重大事故等に対処するための機能を損なわな

い設計とする。臨②-6 

 

関連する工程を停止すること等について

は，保安規定に定めて，管理する。臨②-7 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，

重大事故等発生前（通常時）の分離された状

態から弁等の操作により重大事故等対処設備

としての系統構成とすることにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。臨③-3 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

可溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給で

きるよう，「臨界事故」の発生を仮定する機

器１基当たり１系列で構成し，未臨界に移行

し，及び未臨界を維持できる設計とする。臨

④-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学

薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源と

ならないよう設計することとし，具体的には

適切な材料の選定，耐震性の確保及び誤操作

による漏えいを防止する。臨①-24 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のう

ち，安全上重要な施設以外の安全機能を有す

る施設は，自然現象，人為事象，溢水，化学

薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対し

て修理等の対応，関連する工程の停止等によ

り重大事故等に対処するための機能を損なわ

ない設計とする。臨②-6 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，

重大事故等発生前（通常時）の分離された状

態から弁等の操作により重大事故等対処設備

としての系統構成とすることにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。臨③-3 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

可溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給で

きるよう，臨界事故の発生を仮定する機器１

基当たり１系列で構成する。臨④-11 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

臨界事故が発生した場合における放射線の影

響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材

が供給できるよう，重大事故時可溶性中性子

吸収材供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統

の遮断が発生した場合には，フェイルセイフ

により弁を開とする設計とする。臨①-23 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学

薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源と

ならないよう設計することとし，具体的には

適切な材料の選定，耐震性の確保及び誤操作

による漏えいを防止する。◇1  

 

4.5.2.1.3 設計方針 

 (１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18(１)ａ．多

様性，位置的分散」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のう

ち，安全上重要な施設以外の安全機能を有す

る施設は，地震等により機能が損なわれる場

合，修理等の対応により機能を維持する設計

とする。また，必要に応じて◇1 関連する工程

を停止する等の手順を整備する。臨②-7 

 

 

 

 (２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18(１)ｂ．悪

影響防止」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，

重大事故等発生前（通常時）の分離された状

態から弁等の操作により重大事故等対処設備

としての系統構成とすることにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。◇1  

 

 (３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18(２) 個数

及び容量」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

可溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給で

きるよう，臨界事故の発生を仮定する機器１

基当たり１系列で構成する。◇1  
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重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するため

に必要となる可溶性中性子吸収材量に対して

容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収

材を内包できる設計とし，精製建屋に２系列

を設置する設計とする。臨④-12 

 

可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムと

し，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に

十分な余裕を持たせ，約 150ｇ・Ｇｄ／Ｌと

する。臨④-13 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

臨界事故時において，臨界検知用放射線検出

器の誤差を考慮して確実に作動する設計とす

る。臨④-14 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，

重大事故等への対処に必要な設備を１セット

確保する設計とする。臨④-15 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のう

ち，安全上重要な施設は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる精製建屋に設置し，風

（台風）等により重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。臨⑤-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のう

ち，安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬

品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さ

への設置，被水防護及び被液防護する設計と

する。臨⑤-8 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するため

に必要となる可溶性中性子吸収材量に対して

容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収

材を内包できる設計とし，精製建屋に２系列

を設置する設計とする。臨④-12 

 

また，可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニ

ウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶

解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／

Ｌとする。臨④-13 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

臨界事故時において，臨界検知用放射線検出

器の誤差を考慮して確実に作動する設計とす

る。臨④-14 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨

界事故の発生を仮定する機器ごとに，重大事

故等への対処に必要な設備を１セット確保す

る。臨④-15 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のう

ち，安全上重要な施設は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる精製建屋に設置し，風

（台風）等により機能を損なわない設計とす

る。臨⑤-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のう

ち，安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬

品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さ

への設置，被水防護及び被液防護する設計と

する。臨⑤-8 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するため

に必要となる可溶性中性子吸収材量に対して

容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収

材を内包できる設計とし，精製建屋に２系列

を設置する設計とする。◇1  

 

また，可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニ

ウムとし，その濃度は硝酸ガドリニウムの溶

解度に十分な余裕を持たせ，約150ｇ・Ｇｄ／

Ｌとする。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

臨界事故時において，臨界検知用放射線検出

器の誤差を考慮して確実に作動する設計とす

る。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

臨界事故の発生を仮定する機器ごとに，重大

事故等への対処に必要な設備を１セット確保

する。◇1  

 

 (４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18(３) 環境

条件等」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のう

ち，安全上重要な施設は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる精製建屋に設置し，風

（台風）等により機能を損なわない設計とす

る。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のう

ち，安全上重要な施設以外の安全機能を有す

る施設は，地震等により機能が損なわれる場

合，修理等の対応により機能を維持する設計

とする。また，必要に応じて関連する工程を

停止する等の手順を整備する。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のう

ち，安全上重要な施設は，溢水量及び化学薬

品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さ

への設置，被水防護及び被液防護する設計と

する。◇1  
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重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

配管の全周破断に対して，適切な材質とする

ことにより，漏えいした放射性物質を含む腐

食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大

事故等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。臨⑤-9 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

想定される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，中央制御室で

操作可能な設計とする。臨⑤-10 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，

通常時に使用する系統から速やかに切り替え

ることができるよう，系統に必要な弁等を設

ける設計とし，弁等の操作により，安全機能

を有する施設の系統から重大事故等対処設備

の系統に速やかに切り替えられる設計とす

る。臨⑥-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

通常時において，重大事故等に対処するため

に必要な機能を確認するため，外観点検，性

能確認，分解点検等が可能な設計とする。臨

⑦-5 

 

性能確認においては，重大事故時可溶性中

性子吸収材供給回路からの信号による重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系の弁の作動試

験等を行うことにより定期的に試験及び検査

を実施できる設計とする。臨⑦-6 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

配管の全周破断に対して，適切な材質とする

ことにより，漏えいした放射性物質を含む腐

食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能

を損なわない設計とする。臨⑤-9 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

想定される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，中央制御室で

操作可能な設計とする。臨⑤-10 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，

通常時に使用する系統から速やかに切り替え

ることができるよう，系統に必要な弁等を設

ける設計とし，弁等の操作により，安全機能

を有する施設の系統から重大事故等対処設備

の系統に速やかに切り替えられる設計とす

る。臨⑥-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

再処理施設の運転中又は停止中に外観点検，

性能確認，分解点検等が可能な設計とする。

臨⑦-5 

 

 

性能確認においては，重大事故時可溶性中

性子吸収材供給回路からの信号による重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系の弁の作動試

験等を行うことにより定期的に試験及び検査

を実施する。臨⑦-6 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

配管の全周破断に対して，適切な材質とする

ことにより，漏えいした放射性物質を含む腐

食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能

を損なわない設計とする。◇1  

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

想定される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，中央制御室で

操作可能な設計とする。◇1  

 

 (５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18(４)ａ．操

作性の確保」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重

大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，

通常時に使用する系統から速やかに切り替え

ることができるよう，系統に必要な弁等を設

ける設計とし，弁等の操作により，安全機能

を有する施設の系統から重大事故等対処設備

の系統に速やかに切り替えられる設計とす

る。◇1  

 

4.5.2.1.4 主要設備の仕様 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主

要設備の仕様を第4.5－６表(1)に，重大事故

時可溶性中性子吸収材供給系に関連するその

他設備の概略仕様を第4.5－６表(2)～第4.5－

６表(5)に，重大事故時可溶性中性子吸収材供

給系の系統概要図を第4.5－８図に，精製施設

の重大事故等対処設備の機器配置概要図を第

4.5－10図～第4.5－13図に示す。◇2  

 

4.5.2.1.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18(４)ｂ．試

験・検査性」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

再処理施設の運転中又は停止中に外観点検，

性能確認，分解点検等が可能な設計とする。

◇1  

 

 

性能確認においては，重大事故時可溶性中

性子吸収材供給回路からの信号による重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系の弁の作動試

験等を行うことにより定期的に試験及び検査

を実施する。◇1  
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 (ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

(ｂ) 重大事故等対処設備 

(イ) 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 

［常設重大事故等対処設備］ 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽 

 

２ 基（１基／系列） 

     

材  料  ステンレス鋼          

容  量   約0.1 ｍ３／基        

代替可溶性中性子吸収材緊急供給弁 

４ 基（２基／系列）  

    

材  料  ステンレス鋼          

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系主配管・

弁（「ニ．(２)(ⅱ)(ａ)(イ) 溶解設備」と

兼用）      ２ 系列 

材  料  ステンレス鋼          

 

溶解槽（「ニ．(２)(ⅱ)(ａ)(イ) 溶解設

備」と兼用） 

安全圧縮空気系（「リ．(１)(ⅱ) 圧縮空気

設備」と兼用） 

 

 

 

(ロ) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 

［常設重大事故等対処設備］ 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（エン

ドピース酸洗浄槽用）            

 

２ 基（１基／系列) 

 

材  料  ステンレス鋼          

容  量   約0.3 ｍ３／基        

重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（エン

ドピース酸洗浄槽用）            

４ 基（２基／系列) 

 

材  料  ステンレス鋼          

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管・

弁（エンドピース酸洗浄槽用）（「ニ．

(２)(ⅱ)(ａ)(イ) 溶解設備」と兼用） 

２ 系列           

材  料  ステンレス鋼          

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（ハル

洗浄槽用） 

 

２ 基（１基／系列）     

 

第4.3－５表(1) 代替可溶性中性子吸収材緊

急供給系の主要設備の仕様 

（１）代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽 

   種  類    たて置円筒形 

   基  数    ２（１基／系列×２

系列) 

   容  量    約0.1ｍ３／基 

   主要材料    ステンレス鋼 

ｂ．代替可溶性中性子吸収材緊急供給弁 

   基  数    ４（２基／系列×２

系列) 

   主要材料    ステンレス鋼 

ｃ．代替可溶性中性子吸収材緊急供給系主配

管・弁（「4.3.1.4.1 溶解設備」と兼用） 

   数  量    ２系列 

   主要材料    ステンレス鋼 

ｄ．臨界事故の発生を仮定する機器 

（ａ）溶解槽（「4.3.1.4.1 溶解設備」と兼

用） 

「第4.3－１表 溶解設備の主要設備の仕様」

に記載する。 

 

第4.3－６表(1) 重大事故時可溶性中性子吸

収材供給系の主要設備の仕様 

（１）重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽

（エンドピース酸洗浄槽用） 

   種  類    たて置円筒形 

   基  数    ２（１基／系列×２

系列) 

   容  量    約0.3ｍ３／基 

   主要材料    ステンレス鋼 

ｂ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁

（エンドピース酸洗浄槽用） 

   基  数    ４（２基／系列×２

系列) 

   主要材料    ステンレス鋼 

ｃ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配

管・弁（エンドピース酸洗浄槽用）

（「4.3.1.4.1 溶解設備」と兼用） 

   数  量    ２系列 

   主要材料    ステンレス鋼 

ｄ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽

（ハル洗浄槽用） 

   種  類    たて置円筒形 

   基  数    ２（１基／系列×２

系列) 
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材  料  ステンレス鋼          

容  量   約0.1 ｍ３／基        

重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（ハル

洗浄槽用） 

４ 基（２基／系列）     

 

材  料  ステンレス鋼          

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管・

弁（ハル洗浄槽用） 

（「ニ．(２)(ⅱ)(ａ)(イ) 溶解設備」と兼

用） 

２ 系列           

材  料  ステンレス鋼          

 

エンドピース酸洗浄槽（「ニ．

(２)(ⅱ)(ａ)(イ) 溶解設備」と兼用） 

 

 

ハル洗浄槽（「ニ．(２)(ⅱ)(ａ)(イ) 溶解

設備」と兼用） 

一般圧縮空気系（「リ．(１)(ⅱ) 圧縮空気

設備」と兼用） 

 

(ｂ) 重大事故等対処設備 

 

 

(イ) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 

［常設重大事故等対処設備］ 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５

一時貯留処理槽用） 

 

１ 基            

材  料  ステンレス鋼          

容  量   約0.1 ｍ３／基        

重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（第５

一時貯留処理槽用） 

２ 基            

材  料  ステンレス鋼          

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管・

弁 

（第５一時貯留処理槽用）（「ニ．

(４)(ⅱ)(ａ)(ハ) 精製建屋一時貯留処理設

備」と兼用）  １ 系列 

材  料  ステンレス鋼          

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７

一時貯留処理槽用） 

 

１ 基            

材  料  ステンレス鋼          

容  量   約0.2 ｍ３／基        

   容  量    約0.1ｍ３／基 

   主要材料    ステンレス鋼 

ｅ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁

（ハル洗浄槽用） 

   基  数    ４（２基／系列×２

系列) 

   主要材料    ステンレス鋼 

ｆ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配

管・弁（ハル洗浄槽用）（「4.3.1.4.1 溶解

設備」と兼用） 

 

   数  量    ２系列 

   主要材料    ステンレス鋼 

ｇ．臨界事故の発生を仮定する機器 

（ａ）エンドピース酸洗浄槽（「4.3.1.4.1 

溶解設備」と兼用） 

「第4.3－１表 溶解設備の主要設備の仕様」

に記載する。 

（ｂ）ハル洗浄槽（「4.3.1.4.1 溶解設備」

と兼用） 

「第4.3－１表 溶解設備の主要設備の仕様」

に記載する。 

 

第4.5－６表(1) 重大事故時可溶性中性子吸

収材供給系の主要設備の仕様 

 

（１）重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽

（第５一時貯留処理槽用） 

   種  類    たて置円筒形 

   基  数    １ 

   容  量    約0.1ｍ３／基 

   主要材料    ステンレス鋼 

ｂ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁

（第５一時貯留処理槽用） 

   基  数    ２ 

   主要材料    ステンレス鋼 

ｃ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配

管・弁（第５一時貯留処理槽用）（「4.5.1.4 

精製建屋一時貯留処理設備」と兼用） 

   数  量    １系列 

 

   主要材料    ステンレス鋼 

ｄ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽

（第７一時貯留処理槽用） 

   種  類    たて置円筒形 

   基  数    １ 

   容  量    約0.2ｍ３／基 

   主要材料    ステンレス鋼 
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重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（第７

一時貯留処理槽用） 

２ 基            

材  料  ステンレス鋼          

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管・

弁（第７一時貯留処理槽用）（「ニ．

(４)(ⅱ)(ａ)(ハ) 精製建屋一時貯留処理設

備」と兼用）       １ 系列 

材  料  ステンレス鋼  

 

第５一時貯留処理槽（「ニ．

(４)(ⅱ)(ａ)(ハ) 精製建屋一時貯留処理設

備」と兼用） 

 

第７一時貯留処理槽（「ニ．

(４)(ⅱ)(ａ)(ハ) 精製建屋一時貯留処理設

備」と兼用） 

一般圧縮空気系（「リ．(１)(ⅱ) 圧縮空気

設備」と兼用） 

安全圧縮空気系（「リ．(１)(ⅱ) 圧縮空気

設備」と兼用）□2  

 

ｅ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁

（第７一時貯留処理槽用） 

   基  数    ２ 

   主要材料    ステンレス鋼 

ｆ．重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配

管・弁（第７一時貯留処理槽用）（「4.5.1.4 

精製建屋一時貯留処理設備」と兼用） 

   数  量    １系列 

   主要材料    ステンレス鋼 

ｇ．臨界事故の発生を仮定する機器 

（ａ）第５一時貯留処理槽（「4.5.1.4 精製

建屋一時貯留処理設備」と兼用） 

「第4.5－３表 精製建屋一時貯留処理設備の

主要設備の仕様」に記載する。 

（ｂ）第７一時貯留処理槽（「4.5.1.4 精製

建屋一時貯留処理設備」と兼用） 

「第4.5－３表 精製建屋一時貯留処理設備の

主要設備の仕様」に記載する。◇3  
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 
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別紙１② 

第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備）（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶

性中性子吸収材供給系） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

臨① 
可溶性中性子吸収材の自動供

給に必要な設備設計 

技術基準規則（第 38 条）の要求事

項を受けている内容 
１項１号 － a,c,e 

臨② 
多様性，位置的分散に関する内

容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（ 3 6 条 ２ 項 ） 
－ b 

臨③ 悪影響防止に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項６号） 
－ b 

臨④ 個数及び容量に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項１号） 
－ a,b 

臨⑤ 環境条件等に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項２号） 

（36 条１項７号） 

－ b 

臨⑥ 操作性の確保に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項３号） 

（36 条１項５号） 

－ b 

臨⑦ 試験・検査の確保に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項４号） 
－ b 

臨⑧ 
臨界事故への対処に使用する

設備 

臨界事故への対処に使用する安全

保護回路に係る事項 
－ － e 

臨⑨ 
臨界事故への対処に使用する

設備 

臨界事故への対処に使用する計測

制御設備に係る事項 
－ － e 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  仕様表等の読み込み 
仕様表等の呼び込み場所の記載であるため，基本設計方

針に記載しない。 
－ 

□2  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

□3  

代替可溶性中性子吸収材緊急

供給回路，重大事故時可溶性中

性子吸収材供給回路の内容 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶

性中性子吸収材供給回路に記載する。 
－ 
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□4  
他条文で展開する事項（第 46

条） 

第 46 条「電源設備」にて，説明する内容であるため，記

載しない。 
－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）又は添付書類内の

記載と重複する内容であるため，記載しない。 
－ 

◇2  仕様表等の呼び込み 
仕様表等の呼び込み場所の記載であるため，基本設計方

針に記載しない。 
－ 

◇3  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

b Ⅵ-1-1-4-2 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

c 

Ⅵ-2-3 系統図 

Ⅵ-2-4 配置図 

Ⅵ-2-5 構造図 

d 仕様表（設計条件及び仕様） 

e Ⅰ-2 臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
第三十八条 

 セル内において核燃料物質が臨界に達する

ことを防止するための機能を有する施設に

は、再処理規則第一条の三第一号に掲げる重

大事故の拡大を防止するために必要な次に掲

げる重大事故等対処設備が設けられていなけ

ればならない。 

 

一 未臨界に移行し、及び未臨界を維持する

ために必要な設備 臨回①，② 

 

二 臨界事故が発生した設備に接続する換気

系統の配管の流路を遮断するために必要な設

備及び換気系統の配管内が加圧状態になった

場合にセル内に設置された配管の外部へ放射

性物質を排出するために必要な設備 臨回① 

 

三 臨界事故が発生した場合において放射性

物質の放出による影響を緩和するために必要

な設備 臨回① 

 

（臨回③から⑧は技術基準規則第三十六条へ

の適合方針） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 個別項目 

４ 計測制御系統施設 

4.2 安全保護回路 

4.2.2 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 

溶解施設の溶解槽において臨界事故が発生

した場合，溶解施設の溶解槽に可溶性中性子

吸収材を供給し，溶解施設の溶解槽を未臨界

に移行するために必要な重大事故等対処設備

として代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

を設ける設計とする。臨回①-1 

 

緊急停止系の操作によって速やかに固体状

の核燃料物質の移送を停止することで未臨界

を維持するために必要な重大事故等対処設備

として代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

を設ける設計とする。臨回②-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

臨界検知用放射線検出器及び緊急停止系で構

成する。臨回①-2，3，4，②-2 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊

急停止系は，緊急停止操作スイッチ及び設計

基準対象の施設のせん断機を停止する回路で

構成する。臨回②-3 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊

急停止系は，ハードワイヤードロジックで構

成する。臨回②-4 

ヘ．計測制御系統施設の設備 

 (ⅱ) 重大事故等対処設備 

(ａ) 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 

 

溶解施設の溶解槽において臨界事故が発生

した場合，溶解施設の溶解槽に可溶性中性子

吸収材を供給し，溶解施設の溶解槽を未臨界

に移行するために必要な重大事故等対処設備

を設置する。臨回①-1 

 

 

また，緊急停止系の操作によって速やかに

固体状の核燃料物質の移送を停止することで

未臨界を維持するために必要な重大事故等対

処設備を設置する。臨回②-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

臨界検知用放射線検出器及び緊急停止系で構

成する。臨回①-2，②-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 重大事故等対処設備 

6.2.2 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 

6.2.2.1 概  要 

 

溶解設備の溶解槽において，臨界事故が発

生した場合，溶解設備の溶解槽に可溶性中性

子吸収材を供給し，溶解設備の溶解槽を未臨

界に移行するために必要な重大事故等対処設

備を設置する。 

 

また，緊急停止系の操作によって速やかに

固体状の核燃料物質の移送を停止することで

未臨界を維持するために必要な重大事故等対

処設備を設置する。◇1  

 

臨界検知用放射線検出器により臨界事故の

発生を判定した場合において，代替可溶性中

性子吸収材緊急供給回路により自動で代替可

溶性中性子吸収材緊急供給槽から溶解設備の

溶解槽に可溶性中性子吸収材を重力流により

供給する。◇1  

 

また，中央制御室における緊急停止系の操

作によって速やかに固体状の核燃料物質の移

送を停止する。◇1  

  

6.2.2.2 系統構成及び主要設備 

溶解設備の溶解槽にて臨界事故が発生した

場合に可溶性中性子吸収材の供給及び使用済

燃料のせん断処理を停止するための設備とし

て代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路を設

ける。◇1  

 (１) 系統構成 

溶解設備の溶解槽の臨界事故の発生を判定

した場合，可溶性中性子吸収材を自動で供給

する設備として，代替可溶性中性子吸収材緊

急供給回路を使用する。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

臨界検知用放射線検出器及び緊急停止系で構

成する。◇1  

 

 

 

 

 

 

また，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回

路の緊急停止系は，ハードワイヤードロジッ

クで構成する。臨回②-4 

発電炉の基本設計方針に

ついては，当該条文の比

較対象となる基本設計方

針がないため記載しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨回①-3，①-4(P2から) 

 

 

 

 

臨回②-3(P4から) 

 

 

 

 

【凡例】 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

：許可からの変更点等 

【許可からの変更点】 

技術基準規則の記載に合わせ，

記載の語尾を統一。 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わせ，

記載の語尾を統一。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の文章構成に合わせ

て削除した。 

（以下同じ） 
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代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨

界検知用放射線検出器は，臨界事故が発生し

た機器から放出される核分裂に伴う放射線を

計測することで，臨界事故が発生した場合に

その発生を即座に検知できる設計とする。臨

回①-5 

 

臨界検知用放射線検出器は，溶解施設の溶

解槽１基当たり十分な台数を設ける設計とす

る。臨回①-6 

 

臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線

の測定原理が単純であり，放射線計測分野で

多く用いられているガンマ線用検出器とす

る。臨回①-7 

 

臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露

された場合でも窒息現象が生じにくい測定方

式とする。臨回①-8 

 

臨界検知用放射線検出器からの警報信号は

臨界検知用放射線検出器の論理回路に入力

し，論理回路により臨界事故の発生を判定す

る設計とする。臨回①-9 

 

臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放

射線検出器の誤作動等を考慮して，臨界検知

用放射線検出器からの警報の「２ out of 

３」論理を用い，同時に２台以上の臨界検知

用放射線検出器から警報が発せられた場合に

臨界事故が発生したと判定する設計とする。

臨回①-10 

 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨

界事故が発生したと判定した場合に，中央制

御室に警報を発し，臨界事故への対処を促す

臨界検知用放射線検出器を常設重大事故等

対処設備として設置する。臨回①-3 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する電気

設備の一部である受電開閉設備等を常設重大

事故等対処設備として位置付ける。□2  

 

臨界検知用放射線検出器については「ヘ．

（３）(ⅱ) (ａ) 計装設備」に，【臨回①-

4】電気設備については「リ．(１)（ⅰ） 電

気設備」に示す。□2  

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨

界検知用放射線検出器は，臨界事故が発生し

た機器から放出される核分裂に伴う放射線を

計測することで，臨界事故が発生した場合に

その発生を即座に検知できる設計とする。臨

回①-5 

 

臨界検知用放射線検出器は，溶解施設の溶

解槽１基当たり３台□1 を設ける設計とする。

臨回①-6 

 

また，臨界検知用放射線検出器の種類は，

放射線の測定原理が単純であり，放射線計測

分野で多く用いられているガンマ線用検出器

とする。臨回①-7 

 

さらに，高線量に曝露された場合でも窒息

現象が生じにくい測定方式とする。臨回①-8 

 

 

臨界検知用放射線検出器からの警報信号は

臨界検知用放射線検出器の論理回路に入力

し，論理回路により臨界事故の発生を判定す

る設計とする。臨回①-9 

 

臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放

射線検出器の誤作動等を考慮して，臨界検知

用放射線検出器３台□1 からの警報の「２ out 

of ３」論理を用い，同時に２台以上の臨界検

知用放射線検出器から警報が発せられた場合

に臨界事故が発生したと判定する。臨回①-10 

 

 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨

界事故が発生したと判定した場合に，中央制

御室に警報を発し，臨界事故への対処を促す

計装設備の一部である臨界検知用放射線検

出器を常設重大事故等対処設備として設置す

る。◇1  

 

また，設計基準対象の施設と兼用する電気

設備の一部である受電開閉設備等を常設重大

事故等対処設備として位置付ける。◇1  

 

計装設備については「6.2.1.4 系統構成及

び主要設備」に，電気設備については

「9.2.2.4 系統構成」に示す。◇1  

 

 

 (２) 主要設備 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨

界検知用放射線検出器は，臨界事故が発生し

た機器から放出される核分裂に伴う放射線を

計測することで，臨界事故が発生した場合に

その発生を即座に検知できる設計とする。◇1  

 

 

臨界検知用放射線検出器は，溶解設備の溶

解槽１基当たり３台を設ける設計とする。◇1  

 

 

また，臨界検知用放射線検出器の種類は，

放射線の測定原理が単純であり，放射線計測

分野で多く用いられているガンマ線用検出器

とする。◇1  

 

さらに，高線量に曝露された場合でも窒息

現象が生じにくい測定方式とする。◇1  

 

 

臨界検知用放射線検出器からの警報信号は

臨界検知用放射線検出器の論理回路に入力

し，論理回路により臨界事故の発生を判定す

る設計とする。◇1  

 

臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放

射線検出器の誤作動等を考慮して，臨界検知

用放射線検出器３台からの警報の「２ out of 

３」論理を用い，同時に２台以上の臨界検知

用放射線検出器から警報が発せられた場合に

臨界事故が発生したと判定する。◇1  

 

 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨

界事故が発生したと判定した場合に，中央制

御室に警報を発し，臨界事故への対処を促す

 

臨回①-3 (P1へ) 

 

 

 

 

 

 

 

臨回①-4 (P1へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「誤作動等」とは，誤作動，故障とい

った検出器の不具合の総称であり，許

可の記載を用いた。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わせ，記載の

語尾を統一。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

38 条の設備をまとめて P1 で一つの

塊とした。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

仕様表対象機器の仕様は仕様表で示す

ため，基本設計方針では「十分な台数

以上」又は「十分な基数以上」と記載

した。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

主語の明確化。 

（以下同じ） 
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とともに，代替可溶性中性子吸収材緊急供給

系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔離

弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の

起動信号及び廃ガス貯留設備のせん断処理・

溶解廃ガス処理設備の隔離弁の閉信号を発す

ることができる設計とする。臨回①-11 

 

臨界検知用放射線検出器への給電は計測制

御用交流電源設備からとし，外部電源の喪失

等により電源が遮断され，誤警報を発するこ

とがない設計とする。臨回①-12 

 

臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事

故が発生した場合に線量率の上昇を検知しや

すいよう，臨界事故が発生する機器に可能な

限り近接させるとともに，遮蔽体を考慮して

も臨界事故を確実に検知できる設計とする。

臨回①-13 

 

臨界検知用放射線検出器の測定範囲につい

ては，想定される臨界事故の規模（プラトー

期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏ

ｎｓ／ｓ）に対し，核分裂率が一桁の上振れ

又は下振れを生じた場合においても測定でき

る設計とする。臨回①-14 

 

臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，

想定される臨界事故の規模（プラトー期にお

ける核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／

ｓ）の臨界事故が発生した場合に，線量率の

上昇を検知して確実に警報を発するよう設定

し，具体的には通常想定される線量率の変動

を考慮するとともに，バックグラウンドレベ

ルの 50 倍を目安に設定する。臨回①-15 

 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１

系列当たり十分な台数を設ける多重化構成と

し，臨界検知用放射線検出器の信号を分配し

て入力することにより，片方の論理回路の機

能が喪失した場合でも臨界事故の検知機能を

喪失しない設計とする。臨回①-16 

 

臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器

及び論理回路のいずれかにおいて故障を検知

した場合に中央制御室に故障警報を発するこ

と又は運転員による指示値の確認を行うこと

により，速やかに異常を把握できる設計とす

る。臨回①-17 

 

 

とともに，代替可溶性中性子吸収材緊急供給

系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔離

弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の

起動信号及び廃ガス貯留設備のせん断処理・

溶解廃ガス処理設備の隔離弁の閉信号を発す

ることができる設計とする。臨回①-11 

 

臨界検知用放射線検出器への給電は計測制

御用交流電源設備からとし，外部電源の喪失

等により電源が遮断され，誤警報を発するこ

とがない設計とする。臨回①-12 

 

臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事

故が発生した場合に線量率の上昇を検知しや

すいよう，臨界事故が発生する機器に可能な

限り近接させるとともに，遮蔽体を考慮して

も臨界事故を確実に検知できる設計とする。

臨回①-13 

 

臨界検知用放射線検出器の測定範囲につい

ては，想定される臨界事故の規模（プラトー

期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏ

ｎｓ／ｓ）に対し，核分裂率が一桁の上振れ

又は下振れを生じた場合においても測定でき

るよう設定する。臨回①-14 

 

臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，

想定される臨界事故の規模（プラトー期にお

ける核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／

ｓ）の臨界事故が発生した場合に，線量率の

上昇を検知して確実に警報を発するよう設定

し，具体的には通常想定される線量率の変動

を考慮するとともに，バックグラウンドレベ

ルの50倍を目安に設定する。臨回①-15 

 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１

系列当たり２台□1 設ける多重化構成とし，臨

界検知用放射線検出器の信号が分配されて入

力される。そのため，片方の論理回路の機能

が喪失した場合でも，臨界事故の検知機能を

喪失しないよう設計する。臨回①-16 

 

臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器

及び論理回路のいずれかにおいて故障を検知

した場合に中央制御室に故障警報を発するこ

と又は運転員による指示値の確認を行うこと

により，速やかに異常を把握できる設計とす

る。臨回①-17 

 

 

とともに，代替可溶性中性子吸収材緊急供給

系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔離

弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の

起動信号及び廃ガス貯留設備のせん断処理・

溶解廃ガス処理設備の隔離弁の閉信号を発す

ることができる設計とする。◇1  

 

臨界検知用放射線検出器への給電は計測制

御用交流電源設備からとし，外部電源の喪失

等により電源が遮断され，誤警報を発するこ

とがない設計とする。◇1  

 

臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事

故が発生した場合に線量率の上昇を検知しや

すいよう，臨界事故が発生する機器に可能な

限り近接させるとともに，遮蔽体を考慮して

も臨界事故を確実に検知できる設計とする。

◇1  

 

臨界検知用放射線検出器の測定範囲につい

ては，想定される臨界事故の規模（プラトー

期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏ

ｎｓ／ｓ）に対し，核分裂率が一桁の上振れ

又は下振れを生じた場合においても測定でき

るよう設定する。◇1  

 

臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，

想定される臨界事故の規模（プラトー期にお

ける核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／

ｓ）の臨界事故が発生した場合に，線量率の

上昇を検知して確実に警報を発するよう設定

し，具体的には通常想定される線量率の変動

を考慮するとともに，バックグラウンドレベ

ルの50倍を目安に設定する。◇1  

 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１

系列当たり２台設ける多重化構成とし，臨界

検知用放射線検出器の信号が分配されて入力

される。そのため，片方の論理回路の機能が

喪失した場合でも，臨界事故の検知機能を喪

失しないよう設計する。◇1  

 

臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器

及び論理回路のいずれかにおいて故障を検知

した場合に中央制御室に故障警報を発するこ

と又は運転員による指示値の確認を行うこと

により，速やかに異常を把握できる設計とす

る。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「外部電源の喪失等」とは電源喪失

の原因の総称として示した記載であ

ることから許可の記載を用いた。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わせ，記載の語

尾を統一するにあたり，2文を 1文に統

合した。 

（以下同じ） 
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代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊

急停止系は，臨界事故が発生した機器への固

体状の核燃料物質の移送を停止することで，

未臨界を維持できる設計とする。臨回②-5 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊

急停止系は，作動状態の確認が可能な設計と

する。臨回②-6 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

共通要因によって設計基準事故に対処するた

めの設備である可溶性中性子吸収材緊急供給

回路及びせん断停止回路と同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，可溶性中性子

吸収材緊急供給回路及びせん断停止回路と異

なる設備とすることで，独立性を有する設計

とする。臨回③-1 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏え

い，火災及び内部発生飛散物に対して修理の

対応，関連する工程の停止等により重大事故

等に対処するための機能を損なわない設計と

する。臨回③-2 

 

関連する工程を停止すること等について

は，保安規定に定めて，管理する。臨回③-3 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

他の設備から独立して単独で使用可能なこと

により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。臨回④-1 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊

急停止系は，緊急停止操作スイッチ及び設計

基準対象の施設のせん断機を停止する回路か

ら構成し，【臨回②-3】臨界事故が発生した

機器への固体状の核燃料物質の移送を停止す

ることで，未臨界を維持できる設計とする。

臨回②-5 

 

また，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回

路の緊急停止系は，作動状態の確認が可能な

設計とする。臨回②-6 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

設計基準事故に対処するための設備である可

溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断停

止回路と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，可溶性中性子

吸収材緊急供給回路及びせん断停止回路と異

なる設備とすることで，独立性を有する設計

とする。臨回③-1 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏え

い，火災及び内部発生飛散物に対して修理等

の対応，関連する工程の停止等により重大事

故等に対処するための機能を損なわない設計

とする。臨回③-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

他の設備から独立して単独で使用可能なこと

により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。臨回④-1 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊

急停止系は，緊急停止操作スイッチ及び設計

基準対象の施設のせん断機を停止する回路か

ら構成し，臨界事故が発生した機器への固体

状の核燃料物質の移送を停止することで，未

臨界を維持できる設計とする。◇1  

 

 

また，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回

路の緊急停止系は，作動状態の確認が可能な

設計とする。◇1  

 

6.2.2.3 設計方針 

 (１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18(１)ａ．多

様性，位置的分散」に示す。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

設計基準事故に対処するための設備である可

溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断停

止回路と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，可溶性中性子

吸収材緊急供給回路及びせん断停止回路と異

なる設備とすることで，独立性を有する設計

とする。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

地震等により機能が損なわれる場合，修理等

の対応により機能を維持する設計とする。ま

た，必要に応じて◇1 関連する工程を停止する

等の手順を整備する。臨回③-3 

 

 

 

 

 

 (２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18(１)ｂ．悪

影響防止」に示す。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

他の設備から独立して単独で使用可能なこと

により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。◇1  

 

 (３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18(２) 個数

及び容量」に示す。◇1  

 

 

 

 

 

臨回②-3(P1へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

機能を損なわないための設計の

明確化（以下同じ） 

【等の解説】 

「自然現象（地震含む），人為事象，

溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部

発生飛散物に対して修理の対応，関連

する工程の停止等」とは，代替設備に

より重大事故等への対処に必要な機能

を確保すること，安全上支障のない期

間で修理の対応を行うこと，関連する

工程の停止等又はこれらを適切に組み

合わせることの総称として示した記載

であり保安規定で示すため当該箇所で

は許可の記載を用いた。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化。 

（以下同じ） 
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代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊

急停止系は，せん断処理施設のせん断機１機

器当たり１系列で構成し，速やかに固体状の

核燃料物質の移送を停止することで未臨界を

維持することができる設計とする。臨回⑤-1 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

臨界事故が発生した場合に，代替可溶性中性

子吸収材緊急供給系及び廃ガス貯留設備に対

して起動信号を発するよう警報設定値を設定

するとともに，動的機器である臨界検知用放

射線検出器の単一故障を考慮した数量を有す

る設計とする。臨回⑤-2 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨

界検知用放射線検出器は，前処理建屋に２系

列を設置する設計とする。臨回⑤-3 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

「臨界事故」の発生を仮定する機器ごとに，

重大事故等への対処に必要な設備を１セット

確保する設計とする。臨回⑤-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

配管の全周破断に対して，影響を受けない場

所に設置することにより，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）により重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。臨回⑥-1 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

想定される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，中央制御室で

操作可能な設計とする。臨回⑥-2 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊

急停止系は，せん断処理施設のせん断機１機

器当たり１系列で構成する。臨回⑤-1 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

臨界事故が発生した場合に，代替可溶性中性

子吸収材緊急供給系及び廃ガス貯留設備に対

して起動信号を発するよう警報設定値を設定

するとともに，動的機器である臨界検知用放

射線検出器の単一故障を考慮した数量を有す

る設計とする。臨回⑤-2 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨

界検知用放射線検出器は，前処理建屋に２系

列を設置する設計とする。臨回⑤-3 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

臨界事故の発生を仮定する機器ごとに，重大

事故等への対処に必要な設備を１セット確保

する。臨回⑤-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

配管の全周破断に対して，影響を受けない場

所に設置することにより，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）により機能を損なわない設計とする。臨

回⑥-1 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

想定される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，中央制御室で

操作可能な設計とする。臨回⑥-2 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊

急停止系は，せん断処理施設のせん断機１機

器当たり１系列で構成する。◇1  

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

臨界事故が発生した場合に，代替可溶性中性

子吸収材緊急供給系及び廃ガス貯留設備に対

して起動信号を発するよう警報設定値を設定

するとともに，動的機器である臨界検知用放

射線検出器の単一故障を考慮した数量を有す

る設計とする。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨

界検知用放射線検出器は，前処理建屋に２系

列を設置する設計とする。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

臨界事故の発生を仮定する機器ごとに，重大

事故等への対処に必要な設備を１セット確保

する。◇1  

 

 (４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18(３) 環境

条件等」に示す。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

地震等により機能が損なわれる場合，修理等

の対応により機能を維持する設計とする。ま

た，必要に応じて関連する工程を停止する等

の手順を整備する。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

配管の全周破断に対して，影響を受けない場

所に設置することにより，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）により機能を損なわない設計とする。◇1  

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

想定される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，中央制御室で

操作可能な設計とする。◇1  

 

 

 (５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18(４)ａ．操

作性の確保」に示す。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）」とは、許可において各施設で取

扱う対象として記載している放射性物

質を含む腐食性の液体の総称として示

した記載であることから許可の記載を

用いた。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

技術基準規則の記載に合わせ，

記載の語尾を統一。 
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代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊

急停止系は中央制御室において緊急停止操作

スイッチを押下することで作動する設計と

し，臨界事故の発生の判定後１分以内に操作

できる設計とする。臨回⑦-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

通常時において，重大事故等に対処するため

に必要な機能を確認するため，外観点検，性

能確認等が可能な設計とする。臨回⑧-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊

急停止系は中央制御室において緊急停止操作

スイッチを押下することで作動する設計と

し，臨界事故の発生の判定後１分以内に操作

できる設計とする。臨回⑦-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

再処理施設の運転中又は停止中に外観点検，

性能確認等が可能な設計とする。臨回⑧-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊

急停止系は中央制御室において緊急停止操作

スイッチを押下することで作動する設計と

し，臨界事故の発生の判定後１分以内に操作

できる設計とする。◇1  

 

6.2.2.4 主要設備の仕様 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の主

要設備の仕様を第6.2.2－１表(1)に，代替可

溶性中性子吸収材緊急供給回路に関連するそ

の他設備の概略仕様を第6.2.2－１表(2)～第

6.2.2－１表(3)に，代替可溶性中性子吸収材

緊急供給回路の系統概要図を第6.2.2－１図に

示す。◇2  

 

6.2.2.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18(４)ｂ．試

験・検査性」に示す。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，

再処理施設の運転中又は停止中に外観点検，

性能確認等が可能な設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「外観点検，性能確認等」とは，外

観点検，性能確認，作動試験の対処

するために必要な機能の確認方法の

総称として示した記載であることか

ら許可の記載を用いた。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化 

（以下同じ） 
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4.2.3 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回

路 

 

「臨界事故」の発生を仮定する機器におい

て，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発

生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，

臨界事故が発生した機器を未臨界に移行する

ために必要な重大事故等対処設備として重大

事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける

設計とする。臨回①-18 

 

緊急停止系の操作によって速やかに固体状

又は液体状の核燃料物質の移送を停止するこ

とで未臨界を維持するために必要な重大事故

等対処設備として重大事故時可溶性中性子吸

収材供給回路を設ける設計とする。臨回②-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，臨界検知用放射線検出器及び緊急停止系

で構成する。臨回①-19，20，21，②-8 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

緊急停止系は，緊急停止操作スイッチ及び設

計基準対象の施設のせん断機を停止する回路

及び主要弁で構成する。臨回②-9 

 

(ｂ) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回

路 

 

臨界事故の発生を仮定する機器において，

臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生し

た機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するため

に必要な重大事故等対処設備を設置する。臨

回①-18 

 

 

また，緊急停止系の操作によって速やかに

固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止

することで未臨界を維持するために必要な重

大事故等対処設備を設置する。臨回②-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，臨界検知用放射線検出器及び緊急停止系

で構成する。臨回①-19，20，21，②-8 

 

 

 

 

 

 

6.2.3 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回

路 

6.2.3.1 概  要 

臨界事故の発生を仮定する機器において，

臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生し

た機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するため

に必要な重大事故等対処設備を設置する。 

 

 

 

また，緊急停止系の操作によって速やかに

固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止

することで未臨界を維持するために必要な重

大事故等対処設備を設置する。◇1  

 

 

臨界検知用放射線検出器により臨界事故の

発生を判定した場合において，重大事故時可

溶性中性子吸収材供給回路により自動で重大

事故時可溶性中性子吸収材供給槽から臨界事

故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を重

力流により供給する。◇1  

 

また，中央制御室における緊急停止系の操

作によって速やかに固体状又は液体状の核燃

料物質の移送を停止する。◇1  

 

6.2.3.2 系統構成及び主要設備 

臨界事故が発生した場合に可溶性中性子吸

収材の供給及び使用済燃料のせん断処理を停

止する又は液体状の核燃料物質の移送を停止

するための設備として重大事故時可溶性中性

子吸収材供給回路を設ける。◇1  

 

 (１) 系統構成 

臨界事故の発生を判定した場合，可溶性中

性子吸収材を自動で供給する設備として，重

大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を使用

する。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，臨界検知用放射線検出器及び緊急停止系

で構成する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨回①-20，①-21(P8か

ら) 

 

 

 

臨回②-9(P10から) 

 

【許可からの変更点】 

技術基準規則の記載に合わせ，

記載の語尾を統一。 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わせ，

記載の語尾を統一。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

設工認での設備名称を考慮した

変更。 
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重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

緊急停止系は，ハードワイヤードロジックで

構成する。臨回②-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

臨界検知用放射線検出器は，臨界事故が発生

した機器から放出される核分裂に伴う放射線

を計測することで，臨界事故が発生した場合

にその発生を即座に検知できる設計とする。

臨回①-22 

 

臨界検知用放射線検出器は，「臨界事故」

の発生を仮定する機器１基当たり十分な台数

を設ける設計とする。臨回①-23 

 

臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線

の測定原理が単純であり，放射線計測分野で

多く用いられているガンマ線用検出器とす

る。臨回①-24 

 

臨界検知用放射線検出器は，高線量に曝露

された場合でも窒息現象が生じにくい測定方

式とする。臨回①-25 

 

臨界検知用放射線検出器からの警報信号は

臨界検知用放射線検出器の論理回路に入力

し，論理回路により臨界事故の発生を判定す

る設計とする。臨回①-26 

 

臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放

射線検出器の誤作動等を考慮して，臨界検知

用放射線検出器からの警報の「２ out of 

３」論理を用い，同時に２台以上の臨界検知

用放射線検出器から警報が発せられた場合に

臨界事故が発生したと判定する設計とする。

臨回①-27 

 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器を常設重大事故等

対処設備として設置する。臨回①-20 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する電気

設備の一部である受電開閉設備等を常設重大

事故等対処設備として位置付ける。□2  

 

臨界検知用放射線検出器については「ヘ．

（３）(ⅱ) (ａ) 計装設備」に，【臨回①-

21】電気設備については「リ．（１)（ⅰ） 

電気設備」に示す。□2  

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

臨界検知用放射線検出器は，臨界事故が発生

した機器から放出される核分裂に伴う放射線

を計測することで，臨界事故が発生した場合

にその発生を即座に検知できる設計とする。

臨回①-22 

 

臨界検知用放射線検出器は，臨界事故の発

生を仮定する機器１基当たり３台□1 を設ける

設計とする。臨回①-23 

 

また，臨界検知用放射線検出器の種類は，

放射線の測定原理が単純であり，放射線計測

分野で多く用いられているガンマ線用検出器

とする。臨回①-24 

 

さらに，高線量に曝露された場合でも窒息

現象が生じにくい測定方式とする。臨回①-25 

 

 

臨界検知用放射線検出器からの警報信号は

臨界検知用放射線検出器の論理回路に入力

し，論理回路により臨界事故の発生を判定す

る設計とする。臨回①-26 

 

臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放

射線検出器の誤作動等を考慮して，臨界検知

用放射線検出器３台□1 からの警報の「２ out 

of ３」論理を用い，同時に２台以上の臨界検

知用放射線検出器から警報が発せられた場合

に臨界事故が発生したと判定する。臨回①-27 

 

また，重大事故時可溶性中性子吸収材供給

回路の緊急停止系は，ハードワイヤードロジ

ックで構成する。臨回②-10 

 

計装設備の一部である臨界検知用放射線検

出器を常設重大事故等対処設備として設置す

る。◇1  

 

また，設計基準対象の施設と兼用する電気

設備の一部である受電開閉設備等を常設重大

事故等対処設備として位置付ける。◇1  

 

計装設備については「6.2.1.4 系統構成及

び主要設備」に，電気設備については

「9.2.2.4 系統構成」に示す。◇1  

 

 

 (２) 主要設備 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

臨界検知用放射線検出器は，臨界事故が発生

した機器から放出される核分裂に伴う放射線

を計測することで，臨界事故が発生した場合

にその発生を即座に検知できる設計とする。

◇1  

 

臨界検知用放射線検出器は，臨界事故の発

生を仮定する機器１基当たり３台を設ける設

計とする。◇1  

 

また，臨界検知用放射線検出器の種類は，

放射線の測定原理が単純であり，放射線計測

分野で多く用いられているガンマ線用検出器

とする。◇1  

 

さらに，高線量に曝露された場合でも窒息

現象が生じにくい測定方式とする。◇1  

 

 

臨界検知用放射線検出器からの警報信号は

臨界検知用放射線検出器の論理回路に入力

し，論理回路により臨界事故の発生を判定す

る設計とする。◇1  

 

臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放

射線検出器の誤作動等を考慮して，臨界検知

用放射線検出器３台からの警報の「２ out of 

３」論理を用い，同時に２台以上の臨界検知

用放射線検出器から警報が発せられた場合に

臨界事故が発生したと判定する。◇1  

 

 

 

 

 

 

臨回①-20 (P7へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨回①-21 (P7へ) 
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臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨

界事故が発生したと判定した場合に，中央制

御室に警報を発し，臨界事故への対処を促す

とともに，重大事故時可溶性中性子吸収材供

給系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔

離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機

の起動信号，廃ガス貯留設備のせん断処理・

溶解廃ガス処理設備又は廃ガス貯留設備の精

製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス

処理系（プルトニウム系）の隔離弁の閉信号

及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機の

停止信号を発することができる設計とする。

臨回①-28 

 

臨界検知用放射線検出器への給電は計測制

御用交流電源設備からとし，外部電源の喪失

等により電源が遮断され，誤警報を発するこ

とがない設計とする。臨回①-29 

 

臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事

故が発生した場合に線量率の上昇を検知しや

すいよう，臨界事故が発生する機器に可能な

限り近接させるとともに，遮蔽体を考慮して

も臨界事故を確実に検知できる設計とする。

臨回①-30 

 

臨界検知用放射線検出器の測定範囲につい

ては，想定される臨界事故の規模（プラトー

期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏ

ｎｓ／ｓ）に対し，核分裂率が一桁の上振れ

又は下振れを生じた場合においても測定でき

る設計とする。臨回①-31 

 

臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，

想定される臨界事故の規模（プラトー期にお

ける核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／

ｓ）の臨界事故が発生した場合に，線量率の

上昇を検知して確実に警報を発するよう設定

し，具体的には通常想定される線量率の変動

を考慮するとともに，バックグラウンドレベ

ルの 50 倍を目安に設定する。臨回①-32 

 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１

系列当たり十分な台数を設ける多重化構成と

し，臨界検知用放射線検出器の信号を分配し

て入力することにより，片方の論理回路の機

能が喪失した場合でも臨界事故の検知機能を

喪失しない設計とする。臨回①-33 

 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨

界事故が発生したと判定した場合に，中央制

御室に警報を発し，臨界事故への対処を促す

とともに，重大事故時可溶性中性子吸収材供

給系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔

離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機

の起動信号，廃ガス貯留設備のせん断処理・

溶解廃ガス処理設備又は廃ガス貯留設備の精

製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス

処理系（プルトニウム系）の隔離弁の閉信号

及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機の

停止信号を発することができる設計とする。

臨回①-28 

 

臨界検知用放射線検出器への給電は計測制

御用交流電源設備からとし，外部電源の喪失

等により電源が遮断され，誤警報を発するこ

とがない設計とする。臨回①-29 

 

臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事

故が発生した場合に線量率の上昇を検知しや

すいよう，臨界事故が発生する機器に可能な

限り近接させるとともに，遮蔽体を考慮して

も臨界事故を確実に検知できる設計とする。

臨回①-30 

 

臨界検知用放射線検出器の測定範囲につい

ては，想定される臨界事故の規模（プラトー

期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏ

ｎｓ／ｓ）に対し，核分裂率が一桁の上振れ

又は下振れを生じた場合においても測定でき

るよう設定する。臨回①-31 

 

臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，

想定される臨界事故の規模（プラトー期にお

ける核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／

ｓ）の臨界事故が発生した場合に，線量率の

上昇を検知して確実に警報を発するよう設定

し，具体的には通常想定される線量率の変動

を考慮するとともに，バックグラウンドレベ

ルの50倍を目安に設定する。臨回①-32 

 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１

系列当たり２台□1 設ける多重化構成とし，臨

界検知用放射線検出器の信号が分配されて入

力される。そのため，片方の論理回路の機能

が喪失した場合でも，臨界事故の検知機能を

喪失しないよう設計する。臨回①-33 

 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，臨

界事故が発生したと判定した場合に，中央制

御室に警報を発し，臨界事故への対処を促す

とともに，重大事故時可溶性中性子吸収材供

給系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔

離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機

の起動信号，廃ガス貯留設備のせん断処理・

溶解廃ガス処理設備又は廃ガス貯留設備の精

製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス

処理系（プルトニウム系）の隔離弁の閉信号

及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機の

停止信号を発することができる設計とする。

◇1  

 

臨界検知用放射線検出器への給電は計測制

御用交流電源設備からとし，外部電源の喪失

等により電源が遮断され，誤警報を発するこ

とがない設計とする。◇1  

 

臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事

故が発生した場合に線量率の上昇を検知しや

すいよう，臨界事故が発生する機器に可能な

限り近接させるとともに，遮蔽体を考慮して

も臨界事故を確実に検知できる設計とする。

◇1  

 

臨界検知用放射線検出器の測定範囲につい

ては，想定される臨界事故の規模（プラトー

期における核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏ

ｎｓ／ｓ）に対し，核分裂率が一桁の上振れ

又は下振れを生じた場合においても測定でき

るよう設定する。◇1  

 

臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，

想定される臨界事故の規模（プラトー期にお

ける核分裂率が１×1015ｆｉｓｓｉｏｎｓ／

ｓ）の臨界事故が発生した場合に，線量率の

上昇を検知して確実に警報を発するよう設定

し，具体的には通常想定される線量率の変動

を考慮するとともに，バックグラウンドレベ

ルの50倍を目安に設定する。◇1  

 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１

系列当たり２台設ける多重化構成とし，臨界

検知用放射線検出器の信号が分配されて入力

される。そのため，片方の論理回路の機能が

喪失した場合でも，臨界事故の検知機能を喪

失しないよう設計する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015



別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備） 

（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）（10 / 12） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器

及び論理回路のいずれかにおいて故障を検知

した場合に中央制御室に故障警報を発するこ

と又は運転員による指示値の確認を行うこと

により，速やかに異常を把握できる設計とす

る。臨回①-34 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

緊急停止系は，臨界事故が発生した機器への

固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止

することで，未臨界を維持できる設計とす

る。臨回②-11 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

緊急停止系は，作動状態の確認が可能な設計

とする。臨回②-12 

 

臨界事故は，同時又は連鎖して発生するこ

とはないことから，重大事故時可溶性中性子

吸収材供給回路は，溶解施設又は精製施設の

「臨界事故」の発生を仮定する機器間で兼用

できる設計とする。臨回①-35，②-13 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏

えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理

の対応，関連する工程の停止等により重大事

故等に対処するための機能を損なわない設計

とする。臨回③-4 

 

関連する工程を停止すること等について

は，保安規定に定めて，管理する。臨回③-5 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，他の設備から独立して単独で使用可能な

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。臨回④-2 

臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器

及び論理回路のいずれかにおいて故障を検知

した場合に中央制御室に故障警報を発するこ

と又は運転員による指示値の確認を行うこと

により，速やかに異常を把握できる設計とす

る。臨回①-34 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

緊急停止系は，緊急停止操作スイッチ及び設

計基準対象の施設のせん断機を停止する回

路，精製建屋第５一時貯留処理槽への移送機

器を停止するための弁及び精製建屋第７一時

貯留処理槽への移送機器を停止するための弁

から構成し，【臨回②-9】臨界事故が発生し

た機器への固体状又は液体状の核燃料物質の

移送を停止することで，未臨界を維持できる

設計とする。臨回②-11 

 

また，重大事故時可溶性中性子吸収材供給

回路の緊急停止系は，作動状態の確認が可能

な設計とする。臨回②-12 

 

臨界事故は，同時又は連鎖して発生するこ

とはないことから，重大事故時可溶性中性子

吸収材供給回路は，溶解施設又は精製施設の

臨界事故の発生を仮定する機器間で兼用す

る。臨回①-35，②-13 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏

えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理

等の対応，関連する工程の停止等により重大

事故等に対処するための機能を損なわない設

計とする。臨回③-4 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，他の設備から独立して単独で使用可能な

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。臨回④-2 

臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器

及び論理回路のいずれかにおいて故障を検知

した場合に中央制御室に故障警報を発するこ

と又は運転員による指示値の確認を行うこと

により，速やかに異常を把握できる設計とす

る。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

緊急停止系は，緊急停止操作スイッチ及び設

計基準対象の施設のせん断機を停止する回

路，精製建屋第５一時貯留処理槽への移送機

器を停止するための弁及び精製建屋第７一時

貯留処理槽への移送機器を停止するための弁

から構成し，臨界事故が発生した機器への固

体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止す

ることで，未臨界を維持できる設計とする。

◇1  

 

また，重大事故時可溶性中性子吸収材供給

回路の緊急停止系は，作動状態の確認が可能

な設計とする。◇1  

 

臨界事故は，同時又は連鎖して発生するこ

とはないことから，重大事故時可溶性中性子

吸収材供給回路は，溶解設備又は精製建屋一

時貯留処理設備の臨界事故の発生を仮定する

機器間で兼用する。◇1  

 

 6.2.3.3 設計方針 

 (１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18(１)ａ．多

様性，位置的分散」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，地震等により機能が損なわれる場合，修

理等の対応により機能を維持する設計とす

る。また，必要に応じて◇1 関連する工程を停

止する等の手順を整備する。臨回③-5 

 

 

 

 

 (２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18(１)ｂ．悪

影響防止」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，他の設備から独立して単独で使用可能な

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨回②-9(P7へ) 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

緊急停止系は，「臨界事故」の発生を仮定す

る機器当たり１系列で構成し，速やかに固体

状又は液体状の核燃料物質の移送を停止する

ことで未臨界を維持することができる設計と

する。臨回⑤-5 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，臨界事故が発生した場合に，重大事故時

可溶性中性子吸収材供給系及び廃ガス貯留設

備に対して起動信号を発するよう警報設定値

を設定するとともに，動的機器である臨界検

知用放射線検出器の単一故障を考慮した数量

を有する設計とする。臨回⑤-6 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

臨界検知用放射線検出器は，前処理建屋に４

系列を設置し，精製建屋に２系列を設置する

設計とする。臨回⑤-7 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，「臨界事故」の発生を仮定する機器ごと

に，重大事故等への対処に必要な設備を１セ

ット確保する設計とする。臨回⑤-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，配管の全周破断に対して，影響を受けな

い場所に設置することにより，漏えいした放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶

媒等）により重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。臨回⑥-3 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，想定される重大事故等が発生した場合に

おいても操作に支障がないように，中央制御

室で操作可能な設計とする。臨回⑥-4 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

緊急停止系は，臨界事故の発生を仮定する機

器当たり１系列で構成する。臨回⑤-5 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，臨界事故が発生した場合に，重大事故時

可溶性中性子吸収材供給系及び廃ガス貯留設

備に対して起動信号を発するよう警報設定値

を設定するとともに，動的機器である臨界検

知用放射線検出器の単一故障を考慮した数量

を有する設計とする。臨回⑤-6 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

臨界検知用放射線検出器は，前処理建屋に４

系列を設置し，精製建屋に２系列を設置する

設計とする。臨回⑤-7 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，臨界事故の発生を仮定する機器ごとに，

重大事故等への対処に必要な設備を１セット

確保する。臨回⑤-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，配管の全周破断に対して，影響を受けな

い場所に設置することにより，漏えいした放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶

媒等）により機能を損なわない設計とする。

臨回⑥-3 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，想定される重大事故等が発生した場合に

おいても操作に支障がないように，中央制御

室で操作可能な設計とする。臨回⑥-4 

 (３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18(２) 個数

及び容量」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

緊急停止系は，臨界事故の発生を仮定する機

器当たり１系列で構成する。◇1  

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，臨界事故が発生した場合に，重大事故時

可溶性中性子吸収材供給系及び廃ガス貯留設

備に対して起動信号を発するよう警報設定値

を設定するとともに，動的機器である臨界検

知用放射線検出器の単一故障を考慮した数量

を有する設計とする。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

臨界検知用放射線検出器は，前処理建屋に４

系列を設置し，精製建屋に２系列を設置する

設計とする。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，臨界事故の発生を仮定する機器ごとに，

重大事故等への対処に必要な設備を１セット

確保する。◇1  

 

 (４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18(３) 環境

条件等」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，地震等により機能が損なわれる場合，修

理等の対応により機能を維持する設計とす

る。また，必要に応じて関連する工程を停止

する等の手順を整備する。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，配管の全周破断に対して，影響を受けな

い場所に設置することにより，漏えいした放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶

媒等）により機能を損なわない設計とする。

◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，想定される重大事故等が発生した場合に

おいても操作に支障がないように，中央制御

室で操作可能な設計とする。◇1  
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備） 

（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路）（12 / 12） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

緊急停止系は中央制御室において緊急停止操

作スイッチを押下することで作動する設計と

し，臨界事故の発生の判定後１分以内に操作

できる設計とする。臨回⑦-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，通常時において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を確認するため，外観点

検，性能確認等が可能な設計とする。臨回⑧-

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

緊急停止系は中央制御室において緊急停止操

作スイッチを押下することで作動する設計と

し，臨界事故の発生の判定後１分以内に操作

できる設計とする。臨回⑦-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，再処理施設の運転中又は停止中に外観点

検，性能確認等が可能な設計とする。臨回⑧-

2 

 

［常設重大事故等対処設備］ 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 

 

 

緊急停止系（前処理施設用，電路含む） １式 

 

 

 

［常設重大事故等対処設備］ 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 

 

 

緊急停止系（前処理建屋用，電路含む） １式 

 

 

緊急停止系（精製建屋用，電路含む） １式□1  

 

 

 (５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18(４)ａ．操

作性の確保」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

緊急停止系は中央制御室において緊急停止操

作スイッチを押下することで作動する設計と

し，臨界事故の発生の判定後１分以内に操作

できる設計とする。◇1  

 

6.2.3.4 主要設備の仕様 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の

主要設備の仕様を第6.2.3－１表(1)に，重大

事故時可溶性中性子吸収材供給回路に関連す

るその他設備の概略仕様を第6.2.3－１表(2)

～第6.2.3－１表(3)に，重大事故時可溶性中

性子吸収材供給回路の系統概要図を第6.2.3－

１図～第6.2.3－２図に示す。◇2  

 

6.2.3.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18(４)ｂ．試

験・検査性」に示す。◇1  

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

は，再処理施設の運転中又は停止中に外観点

検，性能確認等が可能な設計とする。◇1  

 

 

第6.2.2－１表(1) 代替可溶性中性子吸収材

緊急供給回路の主要設備の仕様 

 

［常設重大事故等対処設備］ 

 ａ．緊急停止系（前処理建屋用，電路含

む） 

    数  量    １式 

 

第6.2.3－１表(1) 重大事故時可溶性中性子

吸収材供給回路の主要 設備の仕様 

 

［常設重大事故等対処設備］ 

 ａ．緊急停止系（前処理建屋用，電路含

む） 

    数  量    １式 

 ｂ．緊急停止系（精製建屋用，電路含む） 

    数  量    １式◇3  
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第三十八条 臨界事故の拡大を防止するための設備（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶

性中性子吸収材供給回路） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

臨回

① 

臨界事故の発生検知，中性子吸

収材の供給開始及び廃ガスの

貯留開始に必要な回路の設計 

技術基準規則（第 38 条）の要求事

項を受けている内容 

１項１号 

１項２号 

１項３号 

－ a,c,e 

臨回

② 

緊急停止系による未臨界の維

持に必要な設備設計 

技術基準規則（第 38 条）の要求事

項を受けている内容 
１項１号 － a,c,e 

臨回

③ 

多様性，位置的分散に関する内

容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（ 3 6 条 ２ 項 ） 
－ b 

臨回

④ 
悪影響防止に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項６号） 
－ b 

臨回

⑤ 
個数及び容量に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項１号） 
－ a,b 

臨回

⑥ 
環境条件等に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項 2号） 

（36 条１項７号） 

－ b 

臨回

⑦ 
操作性の確保に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項３号） 

（36 条１項５号） 

－ b 

臨回

⑧ 
試験・検査の確保に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項４号） 
－ b 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

□2  
他条文で展開する事項（第 46

条） 

第 46 条「電源設備」にて，説明する内容であるため，記

載しない。 
－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 事業変更許可申請書本文（設計方針）又は添付書類内の － 

2019



設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

別紙１② 

記載と重複する内容であるため，記載しない。 

◇2  仕様表等の呼び込み 
仕様表等の呼び込み場所の記載であるため，基本設計方

針に記載しない。 
－ 

◇3  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

b Ⅵ-1-1-4-2 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

c Ⅵ-2-4 配置図 

d 仕様表（設計条件及び仕様） 

e Ⅰ-2 臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備） 

（臨界事故時水素掃気系）（1 / 8） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
第三十八条 

 セル内において核燃料物質が臨界に達する

ことを防止するための機能を有する施設に

は、再処理規則第一条の三第一号に掲げる重

大事故の拡大を防止するために必要な次に掲

げる重大事故等対処設備が設けられていなけ

ればならない。 

 

一 未臨界に移行し、及び未臨界を維持する

ために必要な設備 

（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大

事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶

性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可

溶性中性子吸収材供給回路で記載） 

 

二 臨界事故が発生した設備に接続する換気

系統の配管の流路を遮断するために必要な設

備及び換気系統の配管内が加圧状態になった

場合にセル内に設置された配管の外部へ放射

性物質を排出するために必要な設備 

（代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重

大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，廃ガ

ス貯留設備で記載） 

 

三 臨界事故が発生した場合において放射性

物質の放出による影響を緩和するために必要

な設備 臨掃① 

 

（臨掃②から⑦は技術基準規則第三十六条へ

の適合方針） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 個別項目 

７ その他再処理設備の附属施設 

7.1 動力装置及び非常用動力装置 

7.1.2 圧縮空気設備 

7.1.2.4 臨界事故時水素掃気系 

「臨界事故」の発生を仮定する機器におい

て，臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気

系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加

え，可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空

気系から空気を機器に供給し，水素掃気を実

施することにより，機器の気相部における水

素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持

し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するた

めに必要な重大事故等対処設備として臨界事

故時水素掃気系を設ける設計とする。臨掃①-

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系は，一般圧縮空気

系，安全圧縮空気系，「臨界事故」の発生を

仮定する機器への水素掃気で使用する主配管

等及び可搬型建屋内ホースで構成する。臨掃

①-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮

空気設備の一部である一般圧縮空気系及び安

全圧縮空気系，主配管等並びに「臨界事故」

の発生を仮定する機器を常設重大事故等対処

設備として位置付け，臨界事故が発生した場

合において放射性物質の放出による影響を緩

和できる設計とする。臨掃①-3 

 

 

 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造及び

設備 

 (ロ) 重大事故等対処設備 

２） 臨界事故時水素掃気系 

 

臨界事故の発生を仮定する機器において，

臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及

び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可

搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系か

ら空気を機器に供給し，水素掃気を実施する

ことにより，機器の気相部における水素濃度

をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドラ

イ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要

な重大事故等対処設備を設置及び保管する。

臨掃①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系は，一般圧縮空気

系，安全圧縮空気系，機器圧縮空気供給配

管・弁及び可搬型建屋内ホースで構成する。

臨掃①-2 

 

安全保護回路の一部である代替可溶性中性

子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性

中性子吸収材供給回路【臨掃⑧-1】を常設重

大事故等対処設備として設置する。 

 

工程計装設備の一部【臨掃⑨-1】を可搬型

重大事故等対処設備として配備する。 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮

空気設備の一部である一般圧縮空気系及び安

全圧縮空気系，臨界事故の発生を仮定する機

器に接続する溶解設備の一部である配管，精

製建屋一時貯留処理設備の一部である配管及

び工程計装設備の一部である配管，臨界事故

の発生を仮定する機器（第２表）□1 並びに電

気設備の一部である受電開閉設備等□3 を常設

重大事故等対処設備として位置付ける。臨掃

①-3 

9.3.2 重大事故等対処設備 

9.3.2.2 臨界事故時水素掃気系 

9.3.2.2.1 概  要 

 

 

臨界事故の発生を仮定する機器において，

臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気系及

び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可

搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系か

ら空気を機器に供給し，水素掃気を実施する

ことにより，機器の気相部における水素濃度

をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドラ

イ換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要

な重大事故等対処設備を設置及び保管する。

◇1  

 

9.3.2.2.2 系統構成及び主要設備 

臨界事故により発生する放射線分解水素を

掃気する設備として，臨界事故時水素掃気系

を設ける。◇1  

 

 (１) 系統構成 

臨界事故により放射線分解水素が発生した

場合の重大事故等対処設備として，臨界事故

時水素掃気系を使用する。◇1  

 

臨界事故時水素掃気系は，一般圧縮空気

系，安全圧縮空気系，機器圧縮空気供給配

管・弁及び可搬型建屋内ホースで構成する。

◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を常

設重大事故等対処設備として設置する。◇1  

 

 

計装設備の一部である可搬型貯槽掃気圧縮

空気流量計を可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。◇1  

 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮

空気設備の一部である一般圧縮空気系及び安

全圧縮空気系，臨界事故の発生を仮定する機

器に接続する溶解設備の一部である配管，精

製建屋一時貯留処理設備の一部である配管及

び計測制御設備の一部である配管，臨界事故

の発生を仮定する機器（第4.3－７表及び第

4.5－８表）並びに電気設備の一部である受電

開閉設備等を常設重大事故等対処設備として

位置付ける。◇1  

発電炉の基本設計方針に

ついては，当該条文の比

較対象となる基本設計方

針がないため記載しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

臨掃⑧-1 (P2へ) 

 

 

臨掃⑨-1 (P2へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

：許可からの変更点等 【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わ

せ，記載の語尾を統一。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「主配管等」の指す内容は，主配管

及び経路を構成する機器であり添付

書類「Ⅵ-2-3 系統図」で示す。 

【許可からの変更点】 
基本設計方針の記載に合わせ，記載の語尾を統一。 

【許可からの変更点】 

設工認での設備名称を考慮した変更。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

文章構成の変更。 
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臨界事故が発生した場合の重大事故等対処

設備として，臨界事故時水素掃気系の他，安

全保護回路の代替可溶性中性子吸収材緊急供

給回路及び重大事故時可溶性中性子吸収材供

給回路並びに計測制御設備の可搬型貯槽掃気

圧縮空気流量計を使用する設計とする。な

お，安全保護回路は「4.2 安全保護回路」の

「4.2.2 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回

路」及び「4.2.3 重大事故時可溶性中性子吸

収材供給回路」に，計測制御設備については

「4.1 計測制御設備」に示す。臨掃⑧-1，⑧

-2，⑨-1，⑨-2 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路によ

り臨界事故の発生を判定した場合，安全圧縮

空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に

加え，可搬型建屋内ホースを敷設し，一般圧

縮空気系から空気を機器に供給し水素掃気を

実施することにより，機器の気相部における

水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持

し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行できる

設計とする。臨掃①-4 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系及

び機器圧縮空気供給配管・弁は，自然現象，

人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び

内部発生飛散物に対して修理の対応，関連す

る工程の停止等により重大事故等に対処する

ための機能を損なわない設計とする。臨掃②-

1 

 

関連する工程を停止すること等について

は，保安規定に定めて，管理する。臨掃②-2 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，共通要因によって臨界事故時水素掃気

系の機器圧縮空気供給配管・弁と同時にその

機能が損なわれるおそれがないように，故障

時バックアップも含めて必要な数量を臨界事

故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁

が設置される前処理建屋及び精製建屋から

安全保護回路は「ヘ．（２） 主要な安全

保護回路の種類」【臨⑧-2】に，工程計装設

備については「ヘ．（３） 主要な工程計装

設備の種類」【臨⑨-2】に，電気設備につい

ては「リ．（１）（ⅰ） 電気設備」に□3 示

す。臨掃①-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路によ

り臨界事故の発生を判定した場合，安全圧縮

空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に

加え，可搬型建屋内ホースを敷設し，一般圧

縮空気系から空気を機器に供給し水素掃気を

実施することにより，機器の気相部における

水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持

し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行する。

臨掃①-4 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系及

び機器圧縮空気供給配管・弁は，自然現象，

人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び

内部発生飛散物に対して修理等の対応，関連

する工程の停止等により重大事故等に対処す

るための機能を損なわない設計とする。臨掃

②-1 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気

供給配管・弁と共通要因によって同時にその

機能が損なわれるおそれがないように，故障

時バックアップも含めて必要な数量を臨界事

故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁

が設置される前処理建屋及び精製建屋から100

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路につ

いては「6.2.2.2 系統構成及び主要設備」及

び「6.2.3.2 系統構成及び主要設備」に，計

装設備については「6.2.1.4 系統構成及び主

要設備」に，電気設備については「9.2.2.4 

系統構成」に示す。◇1  

 

 

 

 

 

 

 (２) 主要設備 

臨界事故により発生した放射線分解水素を

掃気するため，一般圧縮空気系及び安全圧縮

空気系による水素掃気に加え，可搬型建屋内

ホースを敷設し，一般圧縮空気系から空気を

機器に供給し水素掃気を実施することによ

り，機器の気相部における水素濃度をドライ

換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４

ｖｏｌ％未満に移行する。◇1  

 

 

 

9.3.2.2.3 設計方針 

 (１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18（１）ａ．多

様性，位置的分散」に示す。◇1  

 

ａ．常設重大事故等対処設備 

臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系及

び機器圧縮空気供給配管・弁は，地震等によ

り機能が損なわれる場合，代替設備による機

能の確保，修理等の対応により機能を維持す

る設計とする。また，必要に応じて◇1 関連す

る工程を停止する等の手順を整備する。臨掃

②-2 

 

 

 

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気

供給配管・弁と共通要因によって同時にその

機能が損なわれるおそれがないように，故障

時バックアップも含めて必要な数量を臨界事

故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁

が設置される前処理建屋及び精製建屋から100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨掃⑧-1，⑨-1 (P1か

ら) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【等の解説】 

「自然現象，人為事象，溢水，化学薬

品漏えい，火災及び内部発生飛散物に

対して修理の対応，関連する工程の停

止等」とは，代替設備により重大事故

等への対処に必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理の対

応を行うこと，関連する工程の停止等

又はこれらを適切に組み合わせること

の総称として示した記載であり保安規

定で示すため当該箇所では許可の記載

を用いた。 

【許可からの変更点】 

機能を損なわないための設計の明確化 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わせ，

記載の語尾を統一。 

【許可からの変更点】 

設工認の章構成に合わせて

引用先を適正化した。 
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100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリ

アに保管するとともに，対処を行う建屋にも

保管することで位置的分散を図る設計とす

る。臨掃②-3 

 

対処を行う建屋内に保管する場合は臨界事

故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁

が設置される場所と異なる場所に保管するこ

とで位置的分散を図る設計とする。臨掃②-4 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スと臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供

給配管の接続口は，共通要因によって臨界事

故環境下における放射線の影響も含めて接続

することができなくなることを防止するた

め，臨界事故発生機器からの接続口までの建

屋躯体による遮蔽を考慮の上，前処理建屋及

び精製建屋内の適切に離隔した隣接しないそ

れぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設

計とする。臨掃②-5 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系は，重大事故等発生

前（通常時）の離隔若しくは分離された状態

から弁等の操作や接続により重大事故等対処

設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。臨

掃③-1 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系として用いる安全圧

縮空気系及び一般圧縮空気系は，臨界事故が

発生した機器の気相部における水素濃度をド

ライ換算８ｖｏｌ％未満に維持するために必

要な空気を供給できる設計とする。臨掃④-1 

 

臨界事故時に追加的に空気を供給する一般

圧縮空気系は，安全機能を有する施設の仕様

が，臨界事故が発生した機器の気相部におけ

る水素濃度をドライ換算４ｖｏｌ％未満に維

持するために必要な流量に対し，十分な容量

を確保できる設計とする。臨掃④-2 

 

ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリア

に保管するとともに，対処を行う建屋にも保

管することで位置的分散を図る。臨掃②-3 

 

 

対処を行う建屋内に保管する場合は臨界事

故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁

が設置される場所と異なる場所に保管するこ

とで位置的分散を図る。臨掃②-4 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スと臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供

給配管の接続口は，臨界事故環境下における

放射線の影響も含めて共通要因によって接続

することができなくなることを防止するた

め，臨界事故発生機器からの接続口までの建

屋躯体による遮蔽を考慮の上，前処理建屋及

び精製建屋内の適切に離隔した隣接しないそ

れぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設

計とする。臨掃②-5 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系は，重大事故等発生

前（通常時）の離隔若しくは分離された状態

から弁等の操作や接続により重大事故等対処

設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。臨

掃③-1 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系として用いる安全圧

縮空気系及び一般圧縮空気系は，臨界事故が

発生した機器の気相部における水素濃度をド

ライ換算８ｖｏｌ％未満に維持するために必

要な空気を供給できる設計とする。臨掃④-1 

 

また，臨界事故時に追加的に空気を供給す

る一般圧縮空気系は，安全機能を有する施設

の仕様が，臨界事故が発生した機器の気相部

における水素濃度をドライ換算４ｖｏｌ％未

満に維持するために必要な流量に対し，十分

な容量を確保できる設計とする。臨掃④-2 

 

ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリア

に保管するとともに，対処を行う建屋にも保

管することで位置的分散を図る。◇1  

 

 

対処を行う建屋内に保管する場合は臨界事

故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁

が設置される場所と異なる場所に保管するこ

とで位置的分散を図る。◇1  

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スと臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供

給配管の接続口は，臨界事故環境下における

放射線の影響も含めて共通要因によって接続

することができなくなることを防止するた

め，臨界事故発生機器からの接続口までの建

屋躯体による遮蔽を考慮の上，前処理建屋及

び精製建屋内の適切に離隔した隣接しないそ

れぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設

計とする。◇1  

 

 (２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18(１)ｂ．悪

影響防止」に示す◇1  

 

 ａ．常設重大事故等対処設備 

臨界事故時水素掃気系は，重大事故等発生

前（通常時）の離隔若しくは分離された状態

から弁等の操作や接続により重大事故等対処

設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。◇1  

 

 (３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18(２)個数及び

容量」に示す。◇1  

 

ａ．常設重大事故等対処設備 

臨界事故時水素掃気系として用いる安全圧

縮空気系及び一般圧縮空気系は，臨界事故が

発生した機器の気相部における水素濃度をド

ライ換算８ｖｏｌ％未満に維持するために必

要な空気を供給できる設計とする。◇1  

 

また，臨界事故時に追加的に空気を供給す

る一般圧縮空気系は，安全機能を有する施設

の仕様が，臨界事故が発生した機器の気相部

における水素濃度をドライ換算４ｖｏｌ％未

満に維持するために必要な流量に対し，十分

な容量を確保できる設計とする。◇1  

 

【「等」の解説】 

「弁等の操作」の指す内容は，保

安規定で示すため当該箇所では許

可の記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の文章構成に合わせて削

除した。 
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臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給

配管・弁は，前処理建屋に 12 系列を設置し，

精製建屋に４系列を設置する設計とする。臨

掃④-3 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，複数の敷設ルートで対処できるよう必

要数を複数の敷設ルートに確保するととも

に，建屋内に保管するホースについては予備

を含めた個数を必要数として確保する設計と

する。臨掃④-4 

 

臨界事故時水素掃気系は，「臨界事故」の

発生を仮定する機器ごとに，重大事故等への

対処に必要な設備を１セット確保する設計と

する。臨掃④-5 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系

は，外部からの衝撃による損傷を防止できる

前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台

風）等により重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。臨掃⑤-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系

は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの設置，被水防護

及び被液防護する設計とする。臨掃⑤-2 

 

臨界事故時水素掃気系は，配管の全周破断

に対して，適切な材質とすることにより，漏

えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶

液，有機溶媒等）により重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。臨掃

⑤-3 

 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給

配管・弁は，前処理建屋に12系列を設置し，

精製建屋に４系列を設置する設計とする。臨

掃④-3 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，複数の敷設ルートで対処できるよう必

要数を複数の敷設ルートに確保するととも

に，建屋内に保管するホースについては１本

以上の□2 予備を含めた個数を必要数として確

保する。臨掃④-4 

 

臨界事故時水素掃気系は，臨界事故の発生

を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処

に必要な設備を１セット確保する。臨掃④-5 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系

は，外部からの衝撃による損傷を防止できる

前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台

風）等により機能を損なわない設計とする。

臨掃⑤-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系

は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの設置，被水防護

及び被液防護する設計とする。臨掃⑤-2 

 

臨界事故時水素掃気系は，配管の全周破断

に対して，適切な材質とすることにより，漏

えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶

液，有機溶媒等）により機能を損なわない設

計とする。臨掃⑤-3 

 

 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給

配管・弁は，前処理建屋に12系列を設置し，

精製建屋に４系列を設置する設計とする。◇1  

 

臨界事故時水素掃気系は，臨界事故の発生

を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処

に必要な設備を１セット確保する。◇1  

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，複数の敷設ルートで対処できるよう必

要数を複数の敷設ルートに確保するととも

に，建屋内に保管するホースについては１本

以上の予備を含めた個数を必要数として確保

する。◇1  

 

 

 

 

 

 (４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18(３)環境条

件等」に示す。◇1  

 

ａ．常設重大事故等対処設備 

臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系

は，外部からの衝撃による損傷を防止できる

前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台

風）等により機能を損なわない設計とする。

◇1  

 

臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系及

び機器圧縮空気供給配管・弁は，地震等によ

り機能が損なわれる場合，修理等の対応によ

り機能を維持する設計とする。また，必要に

応じて関連する工程を停止する等の手順を整

備する。◇1  

 

臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系

は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの設置，被水防護

及び被液防護する設計とする。◇1  

 

臨界事故時水素掃気系は，配管の全周破断

に対して，適切な材質とすることにより，漏

えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶

液，有機溶媒等）により機能を損なわない設

計とする。◇1  

 

 

【「等」の解説】 

「風（台風）等」の指す内容は，

第 36 条の基本設計方針において

具体化されている風（台風），竜

巻，凍結，高温，降水，積雪及び

火山の影響等であり，考慮する事

象の総称として示した記載である

ことから許可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）」とは，許可において各施設で

取扱う対象として記載している放射

性物質を含む腐食性の液体の総称と

して示した記載であることから許可

の記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化。 

（以下同じ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給

配管・弁は，想定される重大事故等が発生し

た場合において線量率の高くなるおそれの少

ない場所を選定することにより，当該設備の

設置場所で操作可能な設計とする。臨掃⑤-4 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，外部からの衝撃による損傷を防止でき

る前処理建屋及び精製建屋に保管し，風（台

風）等により重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。臨掃⑤-5 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの保管，被水防護

及び被液防護する設計とする。臨掃⑤-6 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，内部発生飛散物の影響を考慮し，前処

理建屋及び精製建屋の内部発生飛散物の影響

を受けない場所に保管することにより，重大

事故等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。臨掃⑤-7 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，配管の全周破断に対して，漏えいした

放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機

溶媒等）の影響を受けない前処理建屋又は精

製建屋内に保管することにより，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。臨掃⑤-8 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，想定される重大事故等が発生した場合

においても設置及び常設設備との接続に支障

がないように，線量率の高くなるおそれの少

ない設置場所を選定し，当該設備の設置場所

で操作可能な設計とする。臨掃⑤-9 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，コネクタ接続に統一することにより，

速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可

能な設計とする。臨掃⑥-1 

 

 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給

配管・弁は，想定される重大事故等が発生し

た場合においても操作に支障がないように，

線量率の高くなるおそれの少ない場所を選定

する。臨掃⑤-4 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，外部からの衝撃による損傷を防止でき

る前処理建屋及び精製建屋に保管し，風（台

風）等により機能を損なわない設計とする。

臨掃⑤-5 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの保管，被水防護

及び被液防護する設計とする。臨掃⑤-6 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，内部発生飛散物の影響を考慮し，前処

理建屋及び精製建屋の内部発生飛散物の影響

を受けない場所に保管することにより，機能

を損なわない設計とする。臨掃⑤-7 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，配管の全周破断に対して，漏えいした

放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機

溶媒等）の影響を受けない前処理建屋又は精

製建屋内に保管することにより，機能を損な

わない設計とする。臨掃⑤-8 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，想定される重大事故等が発生した場合

においても設置及び常設設備との接続に支障

がないように，線量率の高くなるおそれの少

ない設置場所を選定し，当該設備の設置場所

で操作可能な設計とする。臨掃⑤-9 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，コネクタ接続に統一することにより，

速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可

能な設計とする。臨掃⑥-1 

 

 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給

配管・弁は，想定される重大事故等が発生し

た場合においても操作に支障がないように，

線量率の高くなるおそれの少ない場所を選定

する。◇1  

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，外部からの衝撃による損傷を防止でき

る前処理建屋及び精製建屋に保管し，風（台

風）等により機能を損なわない設計とする。

◇1  

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの保管，被水防護

及び被液防護する設計とする。◇1  

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，内部発生飛散物の影響を考慮し，前処

理建屋及び精製建屋の内部発生飛散物の影響

を受けない場所に保管することにより，機能

を損なわない設計とする。◇1  

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，配管の全周破断に対して，漏えいした

放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機

溶媒等）の影響を受けない前処理建屋又は精

製建屋内に保管することにより，機能を損な

わない設計とする。◇1  

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，想定される重大事故等が発生した場合

においても設置及び常設設備との接続に支障

がないように，線量率の高くなるおそれの少

ない設置場所を選定し，当該設備の設置場所

で操作可能な設計とする。◇1  

 

(５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18(４)ａ．操

作性の確保」に示す。◇1  

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，コネクタ接続に統一することにより，

速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可

能な設計とする。◇1  

 

【許可からの変更点】 

語尾修正に伴う文の入れ替え。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給

配管・弁は，速やかに切り替えることができ

るよう，系統に必要な弁等を設ける設計と

し，現場においてそれぞれ簡易な接続及び弁

等の手動操作により，安全機能を有する施設

の系統から重大事故等対処設備の系統に速や

かに切り替えられる設計とする。臨掃⑥-2 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給

配管・弁は，容易かつ確実に接続でき，か

つ，複数の系統が相互に使用することができ

るよう，ホースは口径並びに内部流体の圧力

及び温度に応じたコネクタ接続を用いる設計

とする。臨掃⑥-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系，

安全圧縮空気系及び機器圧縮空気供給配管・

弁は，通常時において，重大事故等に対処す

るために必要な機能を確認するため，外観点

検，分解確認等が可能な設計とする。臨掃⑦-

1 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホース

は，通常時において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を確認するため，外観点

検，員数確認が可能な設計とする。臨掃⑦-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給

配管・弁は，速やかに切り替えることができ

るよう，系統に必要な弁等を設ける設計と

し，現場においてそれぞれ簡易な接続及び弁

等の手動操作により，安全機能を有する施設

の系統から重大事故等対処設備の系統に速や

かに切り替えられる設計とする。臨掃⑥-2 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給

配管・弁は，容易かつ確実に接続でき，か

つ，複数の系統が相互に使用することができ

るよう，ホースは口径並びに内部流体の圧力

及び温度に応じたコネクタ接続とする設計と

する。臨掃⑥-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系，

安全圧縮空気系及び機器圧縮空気供給配管・

弁は，再処理施設の運転中又は停止中に外観

点検，分解確認等が可能な設計とする。臨掃

⑦-1 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，再処理施設の運転中又は停止中に外観

点検，員数確認が可能な設計とする。臨掃⑦-

2 

 

(ロ) 重大事故等対処設備 

２） 臨界事故時水素掃気系 

［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ) 臨界事故時水素掃気系 

一般圧縮空気系（「リ．（１）（ⅱ） 圧縮

空気設備」と兼用） 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給

配管・弁は，速やかに切り替えることができ

るよう，系統に必要な弁等を設ける設計と

し，現場においてそれぞれ簡易な接続及び弁

等の手動操作により，安全機能を有する施設

の系統から重大事故等対処設備の系統に速や

かに切り替えられる設計とする。◇1  

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給

配管・弁は，容易かつ確実に接続でき，か

つ，複数の系統が相互に使用することができ

るよう，ホースは口径並びに内部流体の圧力

及び温度に応じたコネクタ接続とする設計と

する。◇1  

 

9.3.2.2.4 主要設備の仕様 

臨界事故時水素掃気系の主要設備の仕様を

第9.3－５表(1)に，臨界事故時水素掃気系に

関連するその他設備の概略仕様を第9.3－５表

(2)～第9.3－５表(4)に，臨界事故時水素掃気

系の系統概要図を第9.3－15図に，臨界事故時

水素掃気系の機器配置概要図を第9.3－16図

に，臨界事故時水素掃気系の接続口配置図及

び接続口一覧を第9.3－17図に示す。◇3  

 

9.3.2.2.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18(４)ｂ．試

験・検査性」に示す。◇1  

 

臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系，

安全圧縮空気系及び機器圧縮空気供給配管・

弁は，再処理施設の運転中又は停止中に外観

点検，分解確認等が可能な設計とする。◇1  

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，再処理施設の運転中又は停止中に外観

点検，員数確認が可能な設計とする。◇1  

 

 

第9.3－５表(4) 臨界事故時水素掃気系に関

連する圧縮空気設備の概略仕様 

 

(１) 臨界事故時水素掃気系に関連する圧縮

空気設備 

詳細は「第9.3－１表 圧縮空気設備の主要設

備の仕様」に記載する。 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．一般圧縮空気系（「9.3 圧縮空気設備」

と兼用） 

【「等」の解説】 

「外観点検，分解確認等」とは，

外観点検，員数確認，性能確認，

分解点検，漏えい確認，温度確

認，異音確認，異臭確認等の対処

するために必要な機能の確認方法

の総称として示した記載であるこ

とから許可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「速やかに切り替えることができる

よう，系統に必要な弁等」の指す内

容は，系統の切替えに必要な設備の

総称として示した記載であることか

ら許可の記載を用いた。 

 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化 

（以下同じ） 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備） 

（臨界事故時水素掃気系）（7 / 8） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全圧縮空気系（「リ．（１）（ⅱ） 圧縮

空気設備」と兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器圧縮空気供給配管・弁（「ニ．（２）

（ⅱ）（ａ）（イ） 溶解設備，ニ．（４）

（ⅱ）（ａ）（ハ） 精製建屋一時貯留処理

設備，ヘ．（３）（ⅰ） 設計基準対象の施

設」と兼用） 16系列 

 

ⅱ) 臨界事故の発生を仮定する機器 

溶解槽（「ニ．（２）（ⅱ）（ａ）（イ） 

溶解設備」と兼用） 

 

 

エンドピース酸洗浄槽（「ニ．（２）（ⅱ）

（ａ）（イ） 溶解設備」と兼用） 

 

 

ハル洗浄槽（ニ．（２）（ⅱ）（ａ）（イ） 

溶解設備」と兼用） 

 

 

第５一時貯留処理槽（「ニ．（４）（ⅱ）

（ａ）（ハ） 精製建屋一時貯留処理設備」

と兼用） 

 

第７一時貯留処理槽（「ニ．（４）（ⅱ）

（ａ）（ハ） 精製建屋一時貯留処理設備」

と兼用） 

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

 

 

 

 

 

 

ｂ．安全圧縮空気系（「9.3 圧縮空気設備」

と兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

第9.3－５表(1) 臨界事故時水素掃気系の主

要設備の仕様 

 

 (１)臨界事故時水素掃気系 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．圧縮空気設備 

 

（ａ）機器圧縮空気供給配管・弁

（「4.3.1.4.1 溶解設備，4.5.1.4 精製建

屋一時貯留処理設備及び6.1.2 計測制御設

備」と兼用） 

    数  量    16系列 

    主要材料    ステンレス鋼 

 ｂ．臨界事故の発生を仮定する機器 

（ａ）溶解槽（「4.3.1.4.1 溶解設備」と兼

用） 

    「第4.3－１表 溶解設備の主要設備

の仕様」に記載する。 

（ｂ）エンドピース酸洗浄槽（「4.3.1.4.1 

溶解設備」と兼用） 

    「第4.3－１表 溶解設備の主要設備

の仕様」に記載する。 

（ｃ）ハル洗浄槽（「4.3.1.4.1 溶解設備」

と兼用） 

    「第4.3－１表 溶解設備の主要設備

の仕様」に記載する。 

（ｄ）第５一時貯留処理槽（「4.5.1.4 精製

建屋一時貯留処理設備」と兼用） 

    「第4.5－３表 精製建屋一時貯留処

理設備の主要設備の仕様」に記載する。 

（ｅ）第７一時貯留処理槽（「4.5.1.4 精製

建屋一時貯留処理設備」と兼用） 

    「第4.5－３表 精製建屋一時貯留処

理設備の主要設備の仕様」に記載する。 

［可搬型重大事故等対処設備］ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
ⅰ) 臨界事故時水素掃気系 

可搬型建屋内ホース（溶解槽，エンドピース

酸洗浄槽，ハル洗浄槽用） １式 

 

 

可搬型建屋内ホース（第５一時貯留処理槽，

第 ７ 一 時 貯 留 処 理 槽 用 ） 

１式□2  

 

 

 

 

 

 

 

 ａ．可搬型建屋内ホース（溶解槽，エンド

ピース酸洗浄槽，ハル洗浄槽用） 

    数  量    １式 

    接続方式    コネクタ接続 

 ｂ．可搬型建屋内ホース（第５一時貯留処

理槽，第７一時貯留処理槽用） 

    数  量    １式 

    接続方式    コネクタ接続◇4  
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別紙１② 

第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備）（臨界事故時水素掃気系） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

臨掃

① 

臨界事故により発生する放射

線分解水素の掃気に必要な設

備設計 

技術基準規則（第 38 条）の要求事

項を受けている内容 
１項３号 － a,c,e 

臨掃

② 

多様性，位置的分散に関する内

容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（ 3 6 条 ２ 項 ） 

（36 条３項２号） 

（36 条３項４号） 

（36 条３項６号） 

－ b 

臨掃

③ 
悪影響防止に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項６号） 
－ b 

臨掃

④ 
個数及び容量に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項１号） 
－ a,b 

臨掃

⑤ 
環境条件等に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項２号） 

（36 条１項７号） 

（36 条３項３号） 

（36 条３項４号） 

－ b 

臨掃

⑥ 
操作性の確保に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項３号） 

（36 条１項５号） 

（36 条３項１号） 

－ b 

臨掃

⑦ 
試験・検査の確保に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項４号） 
－ b 

臨掃

⑧ 

臨界事故への対処に使用する

設備 

臨界事故への対処に使用する安全

保護回路に係る事項 
－ － e 

臨掃

⑨ 

臨界事故への対処に使用する

設備 

臨界事故への対処に使用する計測

制御設備に係る事項 
－ － e 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  仕様表等の読み込み 
仕様表等の呼び込み場所の記載であるため、基本設計方

針に記載しない。 
－ 

□2  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

□3  他条文で展開する事項（第 46 第 46 条「電源設備」にて，説明する内容であるため，記 － 
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条） 載しない。 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）又は添付書類内の

記載と重複する内容であるため，記載しない。 
－ 

◇2  仕様表等の呼び込み 
仕様表等の呼び込み場所の記載であるため，基本設計方

針に記載しない。 
－ 

◇3  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

b Ⅵ-1-1-4-2 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

c 
Ⅵ-2-3 系統図 

Ⅵ-2-4 配置図 

d 仕様表（設計条件及び仕様） 

e Ⅰ-2 臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備） 

（共通項目）（1 / 4） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
第三十八条 

 セル内において核燃料物質が臨界に達する

ことを防止するための機能を有する施設に

は、再処理規則第一条の三第一号に掲げる重

大事故の拡大を防止するために必要な次に掲

げる重大事故等対処設備が設けられていなけ

ればならない。 

 

一 未臨界に移行し、及び未臨界を維持する

ために必要な設備 臨共① 

 

二 臨界事故が発生した設備に接続する換気

系統の配管の流路を遮断するために必要な設

備及び換気系統の配管内が加圧状態になった

場合にセル内に設置された配管の外部へ放射

性物質を排出するために必要な設備 臨共② 

 

三 臨界事故が発生した場合において放射性

物質の放出による影響を緩和するために必要

な設備 臨共③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 章 共通項目 

1. 核燃料物質の臨界防止 

1.2 臨界事故の拡大防止に関する設計 

セル内において核燃料物質が臨界に達する

ことを防止するための機能を有する施設のう

ち，「臨界事故」の発生を仮定する機器に

は，重大事故の拡大を防止するために必要な

次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計

とする。臨共①-1，②-1，③-1 

 

セル内において核燃料物質が臨界に達する

ことを防止するための機能を有する施設のう

ち，「臨界事故」の発生を仮定する機器に

は，未臨界に移行し，及び未臨界を維持する

とともに，臨界事故が発生した機器に接続す

る配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が

加圧状態になった場合にセル内に設置された

配管の外部へ放射性物質を排出できるように

し，放射性物質の放出による影響を緩和する

ために必要な重大事故等対処設備を設ける設

計とする。臨共①-2，②-2，③-2 

 

 

 

臨界事故の拡大を防止するための設備は，

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性

中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶

性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備及

び臨界事故時水素掃気系で構成する。臨共①-

3，②-3，③-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ｃ) 臨界事故の拡大を防止するための設備 

セル内において核燃料物質が臨界に達する

ことを防止するための機能を有する施設のう

ち，臨界事故の発生を仮定する機器には，重

大事故の拡大を防止するために必要な次に掲

げる重大事故等対処設備を設ける設計とす

る。臨共①-1，②-1，③-1 

 

セル内において核燃料物質が臨界に達する

ことを防止するための機能を有する施設のう

ち，臨界事故の発生を仮定する機器には，未

臨界に移行し，及び未臨界を維持するととも

に，臨界事故が発生した機器に接続する配管

の流路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状

態になった場合にセル内に設置された配管の

外部へ放射性物質を排出できるようにし，放

射性物質の放出による影響を緩和するために

必要な重大事故等対処設備を設置及び保管す

る。臨共①-2，②-2，③-2 

 

 

 

臨界事故の拡大を防止するための設備は，

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性

中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶

性中性子吸収材供給回路，廃ガス貯留設備及

び臨界事故時水素掃気系で構成する。臨共①-

3，②-3，③-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.34 臨界事故の拡大を防止するための設

備 

（臨界事故の拡大を防止するための設

備） 

第三十四条 セル内において核燃料物質

が臨界に達することを防止するための

機能を有する施設には、再処理規則第

一条の三第一号に規定する重大事故の

拡大を防止するために必要な次に掲げ

る重大事故等対処設備を設けなければ

ならない。 

一 未臨界に移行し、及び未臨界を維持

するために必要な設備 

二 臨界事故が発生した設備に接続する

換気系統の配管の流路を遮断するため

に必要な設備及び換気系統の配管内が

加圧状態になった場合にセル内に設置

された配管の外部へ放射性物質を排出

するために必要な設備 

三 臨界事故が発生した場合において放

射性物質の放出による影響を緩和する

ために必要な設備 

 

（解釈） 

１ 第１項第１号に規定する「未臨界に

移行し、及び未臨界を維持するために

必要な設備」とは、設計基準の要求に

より措置した設備とは異なる中性子吸

収材の貯槽への注入設備、溶液の回

収・移送設備等をいう。 

また、設備の必要な個数は、当該重

大事故等が発生するおそれがある安全

上重要な施設の機器ごとに１セットと

する。 

２ 第１項第２号に規定する「臨界事故が

発生した設備に接続する換気系統の配管

の流路を遮断するために必要な設備」と

は、閉止弁、密閉式ダンパ等をいい、

「換気系統の配管内が加圧状態になった

場合にセル内に設置された配管の外部へ

放射性物質を排出するために必要な設

備」とは、水封安全器等をいう。 

また、設備の必要な個数は、当該重大

事故等が発生するおそれがある安全上重

要な施設の機器ごとに１セットとする。 

３ 第１項第３号に規定する「放射性物質

の放出による影響を緩和するために必要

な設備」とは、セル換気系統を代替する

ための設備をいう。 

 

発電炉の基本設計方針に

ついては，当該条文の比

較対象となる基本設計方

針がないため記載しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

：許可からの変更点等 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わ

せ，記載の語尾を統一。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

（以下同じ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「臨界事故」の発生を仮定する機器におい

て，臨界事故が発生した場合，臨界事故が発

生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，

臨界事故が発生した機器を未臨界に移行する

ために必要な重大事故等対処設備として代替

可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故

時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設計と

する。臨共①-4 

 

緊急停止系の操作によって速やかに固体状

又は液体状の核燃料物質の移送を停止するこ

とで未臨界を維持するために必要な重大事故

等対処設備として，代替可溶性中性子吸収材

緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性子吸

収材供給回路を設ける設計とする。臨共①-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、セル換気系統の放射性物質を

低減する機能を代替するための設備の

必要な個数は、再処理施設に設置され

た排風機の台数と同数とする。 

４ 上記１及び２については、設備の信

頼性が十分に高いと判断されない場合

には、多様性も考慮して動作原理の異

なる設備を追加すること。 

５ 同時に又は連鎖して発生する可能性

のない事故の間で、設備を共用するこ

とは妨げない。 

６ 上記の措置には、対策を実施するた

めに必要となる電源、施設の状態を監

視するための設備の整備を含む。 

 

適合のための設計方針 

セル内において核燃料物質が臨界に達する

ことを防止するための機能を有する施設に

は，重大事故の拡大を防止するために必要な

次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計

とする。◇1  

 

第一号について 

臨界事故が発生した設備を未臨界に移行

し，及び未臨界を維持できるようにするため

に必要な重大事故等対処設備を設置する設計

とする。◇1  

 

臨界事故の発生を仮定する機器において，

臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生し

た機器に可溶性中性子吸収材を供給し，臨界

事故が発生した機器を未臨界に移行するため

に必要な重大事故等対処設備として代替可溶

性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可

溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とす

る。臨共①-4 

 

また，緊急停止系の操作によって速やかに

固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止

することで未臨界を維持するために必要な重

大事故等対処設備として，代替可溶性中性子

吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中

性子吸収材供給回路を設ける設計とする。臨

共①-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。（以下同じ） 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備） 

（共通項目）（3 / 4） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

「臨界事故」の発生を仮定する機器におい

て，臨界事故が発生した場合，当該重大事故

で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，

大気中への放射性物質の放出量を低減するた

めに必要な重大事故等対処設備として廃ガス

貯留設備を設ける設計とする。臨共②-4，③-

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「臨界事故」の発生を仮定する機器におい

て，臨界事故が発生した場合，安全圧縮空気

系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加

え，可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空

気系から空気を機器等に供給し，水素掃気を

実施することにより，機器の気相部における

水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持

し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するた

めに必要な重大事故等対処設備として臨界事

故時水素掃気系を設ける設計とする。臨共③-

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二号について 

臨界事故が発生した設備に接続する換気系

統の配管の流路を遮断し，換気系統の配管内

が加圧状態になった場合にセル内に設置され

た配管の外部へ放射性物質を排出できるよう

にするために必要な重大事故等対処設備を設

置する設計とする。◇1  

 

臨界事故の発生を仮定する機器において，

臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発

生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気

中への放射性物質の放出量を低減するために

必要な重大事故等対処設備として廃ガス貯留

設備を設ける設計とする。臨共②-4 

 

第三号について 

臨界事故が発生した場合において，放射性

物質の放出による影響を緩和するために必要

な重大事故等対処設備を設置及び保管する設

計とする。◇1  

 

臨界事故の発生を仮定する機器において，

臨界事故が発生した場合，当該重大事故で発

生した放射性物質を含む気体を貯留し，大気

中への放射性物質の放出量を低減するために

必要な重大事故等対処設備として廃ガス貯留

設備を設ける設計とする。廃ガス貯留設備は

第二号に掲げる設備と兼用する。臨共③-4 

 

また，臨界事故の発生を仮定する機器にお

いて，臨界事故が発生した場合，安全圧縮空

気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加

え，可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空

気系から空気を機器等に供給し，水素掃気を

実施することにより，機器の気相部における

水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持

し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するた

めに必要な重大事故等対処設備として臨界事

故時水素掃気系を設ける設計とする。臨共③-

5 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備） 

（共通項目）（4 / 4） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
なお，臨界事故の拡大を防止するために使

用する代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の

設計については，第 2章 個別項目の「2.2.1 

溶解設備」の「2.2.1.1 代替可溶性中性子吸

収材緊急供給系」に，重大事故時可溶性中性

子吸収材供給系の設計については，第 2章 

個別項目の「2.2.1 溶解設備」の「2.2.1.2 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系」及び

「2.4.3 精製建屋一時貯留処理設備」の

「2.4.3.1 重大事故時可溶性中性子吸収材供

給系」に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給

回路の設計については，第 2章 個別項目の

「4.2 安全保護回路」の「4.2.2 代替可溶

性中性子吸収材緊急供給回路」に，重大事故

時可溶性中性子吸収材供給回路の設計につい

ては，第 2章 個別項目の「4.2 安全保護回

路」の「4.2.3 重大事故時可溶性中性子吸収

材供給回路」に，廃ガス貯留設備の設計につ

いては，第 2章 個別項目の「5.1 気体廃棄

物の廃棄施設」の「5.1.7 廃ガス貯留設備」

に，臨界事故時水素掃気系の設計について

は，第 2章 個別項目の「7.1.2 圧縮空気設

備」の「7.1.2.4 臨界事故時水素掃気系」に

示す。臨共①-6，②-5，③-6 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 

設計に関する呼込みの追加 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備）（共通事項） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

臨共

① 

未臨界に移行し、及び未臨界を

維持するために必要な設備の

概要 

技術基準規則（第 38 条）の要求事

項を受けている内容 
38 条１項１号 － a 

臨共

② 

臨界事故が発生した設備に接

続する換気系統の配管の流路

を遮断するために必要な設備

及び換気系統の配管内が加圧

状態になった場合にセル内に

設置された配管の外部へ放射

性物質を排出するために必要

な設備の概要 

技術基準規則（第 38 条）の要求事

項を受けている内容 
38 条１項２号 － a 

臨共

③ 

臨界事故が発生した場合にお

いて放射性物質の放出による

影響を緩和するために必要な

設備の概要 

技術基準規則（第 38 条）の要求事

項を受けている内容 
38 条１項３号 － a 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

－ － － － 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）又は添付書類内の

記載と重複する内容であるため，記載しない。 
－ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅰ-2 臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備）及び 

第四十一条（有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）（1 / 11） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
第三十八条 

 セル内において核燃料物質が臨界に達する

ことを防止するための機能を有する施設に

は、再処理規則第一条の三第一号に掲げる重

大事故の拡大を防止するために必要な次に掲

げる重大事故等対処設備が設けられていなけ

ればならない。 

 

一 未臨界に移行し、及び未臨界を維持する

ために必要な設備 

（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大

事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶

性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可

溶性中性子吸収材供給回路で記載） 

 

二 臨界事故が発生した設備に接続する換気

系統の配管の流路を遮断するために必要な設

備及び換気系統の配管内が加圧状態になった

場合にセル内に設置された配管の外部へ放射

性物質を排出するために必要な設備 臨廃① 

 

三 臨界事故が発生した場合において放射性

物質の放出による影響を緩和するために必要

な設備 臨廃① 

 

（臨廃②から⑦は技術基準規則第三十六条へ

の適合方針） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 個別項目 

５ 放射性廃棄物の廃棄施設 

5.1 気体廃棄物の廃棄施設 

5.1.7 廃ガス貯留設備 

「臨界事故」の発生を仮定する機器におい

て臨界事故が発生した場合及び「ＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応」の発生を仮定する機

器においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

が発生した場合，当該重大事故で発生した放

射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放

射性物質の放出量を低減するために必要な重

大事故等対処設備として代替可溶性中性子吸

収材緊急供給系を設ける設計とする。臨廃①-

1，Ｔ廃①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 

(１) 気体廃棄物の廃棄施設 

(ｂ) 重大事故等対処設備 

(ロ) 廃ガス貯留設備 

臨界事故の発生を仮定する機器において臨

界事故が発生した場合及びＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応の発生を仮定する機器におい

てＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し

た場合，当該重大事故で発生した放射性物質

を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質

の放出量を低減するために必要な重大事故等

対処設備を設置する。臨廃①-1，Ｔ廃①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2.2 廃ガス貯留設備 

7.2.2.2.1 概  要 

 

 

臨界事故の発生を仮定する機器において臨

界事故が発生した場合及びＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応の発生を仮定する機器におい

てＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し

た場合，当該重大事故で発生した放射性物質

を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質

の放出量を低減するために必要な重大事故等

対処設備を設置する。◇1  

 

臨界事故が発生した場合又はＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応が発生した場合におい

て，当該重大事故で発生した放射性物質を含

む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放

出量を低減する。◇1  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路によ

り臨界事故の発生を判定した場合若しくは重

大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応の発生を判定した場合に，

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に放射性物質

を導出するため，廃ガス貯留設備の隔離弁を

自動開放するとともに廃ガス貯留設備の空気

圧縮機を自動で起動する。◇1  

 

同時に，前処理建屋においてはせん断処

理・溶解廃ガス処理設備の流路を遮断するた

め，当該系統上の隔離弁を自動閉止し，精製

建屋においては精製建屋塔槽類廃ガス処理設

備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

の流路を遮断するため，当該系統上の隔離弁

を自動閉止するとともに排風機を自動停止す

る。◇1  

 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し

た際に精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽

類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃ガス

ポットからセルへ導出される放射性物質につ

いては，精製建屋換気設備のセル排気フィル

タユニットにより除去し，主排気筒を介して

大気中へ放出する。◇1  

 

 

 

 

 

発電炉の基本設計方針に

ついては，当該条文の比

較対象となる基本設計方

針がないため記載しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

：許可からの変更点等 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わ

せ，記載の語尾を統一。 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備）及び 

第四十一条（有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備）（2 / 11） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
第四十一条 

セル内において有機溶媒その他の物質を内

包する施設には、再処理規則第一条の三第四

号に掲げる重大事故の発生又は拡大を防止す

るために必要な次に掲げる重大事故等対処設

備が設けられていなければならない。 

 

一 火災又は爆発の発生 (リン酸トリブチル

の混入による急激な分解反応により発生する

ものを除く。) を未然に防止するために必要

な設備 

（該当する設備はない） 

 

二 火災又は爆発が発生した場合において火

災又は爆発を収束させるために必要な設備 

（重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備，重大事故時供給停止回路で記載） 

 

三 火災又は爆発が発生した設備に接続する

換気系統の配管の流路を遮断するために必要

な設備及び換気系統の配管内が加圧状態にな

った場合にセル内に設置された配管の外部へ

放射性物質を排出するために必要な設備 

Ｔ廃① 

 

四 火災又は爆発が発生した場合において放

射性物質の放出による影響を緩和するために

必要な設備 Ｔ廃① 

 

（Ｔ廃②から⑦は技術基準規則第三十六条へ

の適合方針） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故は，同時又は連鎖して発生しない

ことから，廃ガス貯留設備は，前処理建屋及

び精製建屋に各１系列を設置し，せん断処

理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類

廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）に接続される「臨界事故」の発

生を仮定する機器間で兼用できる設計とす

る。臨廃①-2 

 

 

 

 

 

 

臨界事故とＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応は同時又は連鎖して発生しないことから，

精製建屋に設置する廃ガス貯留設備の一部

は，「臨界事故」の発生を仮定する機器及び

「ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」の発生

を仮定する機器間で兼用できる設計とする。

臨廃①-3，Ｔ廃①-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，隔離弁，空気圧縮機，

逆止弁，廃ガス貯留槽，廃ガス貯留槽への放

射性物質の導出で使用する主要弁及び主配管

等で構成する。臨廃①-4，Ｔ廃①-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故は，同時又は連鎖して発生しない

ことから，廃ガス貯留設備は，前処理建屋及

び精製建屋に各１系列を設置し，せん断処

理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類

廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）に接続される臨界事故の発生を

仮定する機器間で兼用する。臨廃①-2 

 

 

 

 

 

 

 

また，臨界事故とＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応は同時又は連鎖して発生しないこと

から，精製建屋に設置する廃ガス貯留設備の

一部は，臨界事故の発生を仮定する機器及び

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を仮

定する機器間で兼用する。臨廃①-3，Ｔ廃①-

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，隔離弁，空気圧縮機，

逆止弁，廃ガス貯留槽，配管・弁等で構成す

る。臨廃①-4，Ｔ廃①-3 

 

 

安全保護回路の一部である代替可溶性中性

子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中

性子吸収材供給回路及び重大事故時供給停止

回路【臨廃⑧-1，Ｔ廃⑧-1】並びに工程計装

設備の一部【臨廃⑨-1，Ｔ廃⑨-1】を常設重

大事故等対処設備として設置する。 

 

 

 

 

 

臨界事故は，同時又は連鎖して発生しない

ことから，廃ガス貯留設備は，せん断処理・

溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニ

ウム系）に接続される臨界事故の発生を仮定

する機器間で兼用する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故とＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応は同時又は連鎖して発生しないことから，

精製建屋に設置する廃ガス貯留設備の一部

は，臨界事故の発生を仮定する機器及びＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応の発生を仮定す

る機器間で兼用する。◇1  

 

7.2.2.2.2 系統構成及び主要設備 

大気中への放射性物質の放出量を低減する

ための設備として，臨界事故及びＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応により発生する放射性

物質の放出量を低減するため，廃ガス貯留設

備を設ける。◇1  

 

(１) 系統構成 

臨界事故が発生した場合又はＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応が発生した場合の重大事

故等対処設備として，廃ガス貯留設備を使用

する。◇1  

 

廃ガス貯留設備は，隔離弁，空気圧縮機，

逆止弁，廃ガス貯留槽，配管・弁等で構成す

る。◇1  

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重

大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，重大

事故時供給停止回路及び計装設備の一部であ

る廃ガス貯留設備の圧力計，廃ガス貯留設備

の流量計及び廃ガス貯留設備の放射線モニタ

を常設重大事故等対処設備として設置する。

◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨廃⑧-1，Ｔ廃⑧-1 (P3

へ) 

臨廃⑨-1，Ｔ廃⑨-1 (P3

へ) 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わせ，記載の

語尾を統一。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の文章構成に合わせて削

除した。（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「主配管等」の指す内容は，

主配管及び経路を構成する機

器であり添付書類「Ⅵ-2-3 

系統図」で示す。 

【許可からの変更点】 

設工認での設備名称を考慮した変更。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

文章構成の変更。 
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また，設計基準対象の施設と兼用するせん

断処理・溶解廃ガス処理設備の一部である凝

縮器，高性能粒子フィルタ，排風機，精製建

屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理

系（プルトニウム系）の一部である凝縮器，

高性能粒子フィルタ，排風機，主要弁，主配

管等，精製建屋換気設備の一部であるセル排

気フィルタユニット，グローブボックス・セ

ル排風機及びダクト，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋換気設備の一部であるダクト，

主排気筒，圧縮空気設備の一部である一般圧

縮空気系及び安全圧縮空気系，給水施設の一

部である一般冷却水系，低レベル廃液処理設

備の一部である第１低レベル廃液処理系，

「臨界事故」の発生を仮定する機器並びにプ

ルトニウム精製設備の一部であるプルトニウ

ム濃縮缶を常設重大事故等対処設備として位

置付け，臨界事故若しくは火災又は爆発が発

生した設備に接続する換気系統の配管の流路

を遮断及び換気系統の配管内が加圧状態にな

った場合にセル内に設置された配管の外部へ

放射性物質を排出並びに臨界事故若しくは火

災又は爆発が発生した場合において放射性物

質の放出による影響を緩和できる設計とす

る。臨廃①-5，Ｔ廃①-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故若しくは有機溶媒等による火災又

は爆発が発生した場合の重大事故等対処設備

として，廃ガス貯留設備の他，安全保護回路

の代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重

大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及び重

大事故時供給停止回路並びに計測制御設備の

廃ガス貯留設備の圧力計，廃ガス貯留設備の

流量計及び廃ガス貯留設備の放射線モニタを

使用する設計とする。なお，安全保護回路に

ついては「4.2 安全保護回路」の「4.2.2 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路」，

「4.2.3 重大事故時可溶性中性子吸収材供給

回路」及び「4.2.4 重大事故時供給停止回

路」に，計測制御設備については「4.1 計測

制御設備」に示す。臨廃⑧-1，⑧-2，⑨-1，

⑨-2，⑨-3，Ｔ廃⑧-1，⑧-2，⑨-1，⑨-2，

⑨-3 

また，設計基準対象の施設と兼用するせん

断処理・溶解廃ガス処理設備の一部である凝

縮器，高性能粒子フィルタ，排風機，隔離弁

及び主配管・弁，前処理建屋塔槽類廃ガス処

理設備の一部である主配管，精製建屋塔槽類

廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）の一部である凝縮器，高性能粒

子フィルタ，排風機，隔離弁，主配管・弁及

び廃ガスポット，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部である

主配管，高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類

廃ガス処理設備の高レベル濃縮廃液廃ガス処

理系の一部である主配管，精製建屋換気設備

の一部であるセル排気フィルタユニット，グ

ローブボックス・セル排風機及びダクト，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の

一部であるダクト，主排気筒，圧縮空気設備

の一部である一般圧縮空気系及び安全圧縮空

気系，給水施設の一部である一般冷却水系，

低レベル廃液処理設備の一部である第１低レ

ベル廃液処理系，工程計装設備の一部，【臨

廃⑨-2，Ｔ廃⑨-2】電気設備の一部である受

電開閉設備等，放射線監視設備の一部及び試

料分析関係設備の一部□2 を常設重大事故等対

処設備として位置付ける。臨廃①-5，Ｔ廃①-

4 

 

 

 

 

 

 

 

安全保護回路については「ヘ．(２) 主要

な安全保護回路の種類」【臨廃⑧-2，Ｔ廃⑧-

2】に，工程計装設備については「ヘ．(３) 

主要な工程計装設備の種類」【臨廃⑨-3，Ｔ

廃⑨-3】に，電気設備については「リ．

(１)(ⅰ) 電気設備」に，放射線監視設備及

び試料分析関係設備については，「チ．(２) 

屋外管理用の主要な設備の種類」に□2 示す。

臨廃⑧-2，⑨-1，⑨-2，Ｔ廃⑧-2，⑨-1，⑨-

3 

 

 

 

 

 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用するせん

断処理・溶解廃ガス処理設備の一部である凝

縮器，高性能粒子フィルタ，排風機，隔離弁

及び主配管・弁，前処理建屋塔槽類廃ガス処

理設備の一部である主配管，精製建屋塔槽類

廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）の一部である凝縮器，高性能粒

子フィルタ，排風機，隔離弁，主配管・弁及

び廃ガスポット，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部である

主配管，高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類

廃ガス処理設備の高レベル濃縮廃液廃ガス処

理系の一部である主配管，精製建屋換気設備

の一部であるセル排気フィルタユニット，グ

ローブボックス・セル排風機及びダクト，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の

一部であるダクト，主排気筒，圧縮空気設備

の一部である一般圧縮空気系及び安全圧縮空

気系，冷却水設備の一部である一般冷却水

系，低レベル廃液処理設備の一部である第１

低レベル廃液処理系，計装設備の一部である

溶解槽圧力計，廃ガス洗浄塔入口圧力計，プ

ルトニウム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃縮

缶気相部温度計，プルトニウム濃縮缶液相部

温度計，電気設備の一部である受電開閉設備

等，放射線監視設備の一部及び試料分析関係

設備の一部を常設重大事故等対処設備として

位置付ける。◇1  

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路につ

いては「6.2.2.2 系統構成及び主要設備」

に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

については「6.2.3.2 系統構成及び主要設

備」に，重大事故時供給停止回路については

「6.2.4.2 系統構成及び主要設備」に，計装

設備については「6.2.1.4 系統構成及び主要

設備」に，電気設備については「9.2.2.4 系

統構成」に，試料分析関係設備及び放射線監

視設備については「8.2.4 系統構成及び主要

設備」に示す。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨廃⑧-1，Ｔ廃⑧-1 (P2

から) 

臨廃⑨-1，Ｔ廃⑨-1 (P2

から) 

【許可からの変更点】 

対象設備の明確化。 

【許可からの変更点】 

技術基準規則の記載に合わせ，記載

の語尾を統一。 

【許可からの変更点】 

設工認の章構成に合わせて

引用先を適正化した。 
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代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路によ

り臨界事故の発生を判定した場合若しくは重

大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応の発生を判定した場合に，

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に放射性物質

を導出するため，廃ガス貯留設備の隔離弁を

自動開放するとともに廃ガス貯留設備の空気

圧縮機を自動で起動する設計とする。臨廃①-

6,Ｔ廃①-5 

 

同時に，前処理建屋においてはせん断処

理・溶解廃ガス処理設備の流路を遮断するた

め，当該系統上の隔離弁を自動閉止できる設

計とする。臨廃①-7 

 

精製建屋においては精製建屋塔槽類廃ガス

処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウ

ム系）の流路を遮断するため，当該系統上の

隔離弁を自動閉止するとともに排風機を自動

停止できる設計とする。臨廃①-8，Ｔ廃①-6 

 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し

た際に精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽

類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃ガス

ポットからセルへ導出される放射性物質につ

いては，精製建屋換気設備のセル排気フィル

タユニットにより除去し，主排気筒を介して

大気中へ放出できる設計とする。Ｔ廃①-7 

 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性

物質の導出においては，重大事故が発生した

機器から放射性物質を含む気体が，せん断処

理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類

廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）を通じて大気中へ放出されるよ

りも早く，せん断処理・溶解廃ガス処理設備

又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）の流路を遮

断することで導出することとし，具体的には

約１分以内で導出できる設計とする。臨廃①-

9，Ｔ廃①-8 

 

その後の廃ガス貯留設備での貯留に当たっ

ては，放射性物質を含む気体が水封部からセ

ルに導出されることがないよう，圧力を制御

する設計とする。臨廃①-10，Ｔ廃①-9 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路によ

り臨界事故の発生を判定した場合若しくは重

大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応の発生を判定した場合に，

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に放射性物質

を導出するため，廃ガス貯留設備の隔離弁を

自動開放するとともに廃ガス貯留設備の空気

圧縮機を自動で起動する。臨廃①-6,Ｔ廃①-5 

 

 

同時に，前処理建屋においてはせん断処

理・溶解廃ガス処理設備の流路を遮断するた

め，当該系統上の隔離弁を自動閉止する。 

臨廃①-7 

 

精製建屋においては精製建屋塔槽類廃ガス

処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウ

ム系）の流路を遮断するため，当該系統上の

隔離弁を自動閉止するとともに排風機を自動

停止する。臨廃①-8，Ｔ廃①-6 

 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し

た際に精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽

類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃ガス

ポットからセルへ導出される放射性物質につ

いては，精製建屋換気設備のセル排気フィル

タユニットにより除去し，主排気筒を介して

大気中へ放出する。Ｔ廃①-7 

 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性

物質の導出においては，重大事故が発生した

機器から放射性物質を含む気体が，せん断処

理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類

廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）を通じて大気中へ放出されるよ

りも早く，せん断処理・溶解廃ガス処理設備

又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）の流路を遮

断することで導出することとし，具体的には

約１分以内で導出できるよう設計する。臨廃

①-9，Ｔ廃①-8 

 

その後の廃ガス貯留設備での貯留に当たっ

ては，放射性物質を含む気体が水封部からセ

ルに導出されることがないよう，圧力を制御

する設計とする。臨廃①-10，Ｔ廃①-9 

 

 

(２) 主要設備 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路によ

り臨界事故の発生を判定した場合若しくは重

大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応の発生を判定した場合に，

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に放射性物質

を導出するため，廃ガス貯留設備の隔離弁を

自動開放するとともに廃ガス貯留設備の空気

圧縮機を自動で起動する設計とする。◇1  

 

 

同時に，前処理建屋においてはせん断処

理・溶解廃ガス処理設備の流路を遮断するた

め，当該系統上の隔離弁を自動閉止する設計

とする。◇1  

 

精製建屋においては精製建屋塔槽類廃ガス

処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウ

ム系）の流路を遮断するため，当該系統上の

隔離弁を自動閉止するとともに排風機を自動

停止する設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性

物質の導出においては，重大事故が発生した

機器から放射性物質を含む気体が，せん断処

理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類

廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）を通じて大気中へ放出されるよ

りも早く，せん断処理・溶解廃ガス処理設備

又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）の流路を遮

断することで導出することとし，具体的には

約１分以内で導出できるよう設計する。◇1  

 

 

その後の廃ガス貯留設備での貯留に当たっ

ては，放射性物質を含む気体が水封部からセ

ルに導出されることがないよう，圧力を制御

する設計とする。◇1  
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廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所

定の圧力に達した場合，中央制御室からの操

作により，せん断処理・溶解廃ガス処理設備

又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁を

開放するとともにせん断処理・溶解廃ガス処

理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排

風機を起動した場合であっても，廃ガス貯留

設備に逆止弁を設けることで，廃ガス貯留設

備の廃ガス貯留槽からせん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設

備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

への放射性物質の逆流が生じない設計とす

る。臨廃①-11，Ｔ廃①-10 

 

その後，中央制御室からの操作で廃ガス貯

留設備の隔離弁を閉止し，空気圧縮機を停止

することにより，排気をせん断処理・溶解廃

ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理

設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム

系）から主排気筒を介して大気中へ放出でき

る設計とする。臨廃①-12，Ｔ廃①-11 

 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽について

は，臨界事故の発生を起点として１時間にわ

たって，また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応の発生を起点として約２時間にわたって

放射性物質を含む気体を導出できる容量を有

する設計とする。臨廃①-13，Ｔ廃①-12 

 

その際，臨界事故によって発生する放射線

分解による水素を導出した場合でも，廃ガス

貯留設備の廃ガス貯留槽の気相部の水素濃度

がドライ換算４ｖｏｌ％を超えない容量にで

きる設計とする。臨廃①-14 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製

建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処

理系（プルトニウム系）からの流路に復旧す

る操作は，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の

圧力が所定の圧力に達したことを起点として

約３分以内に実施できる設計とする。臨廃①-

15，Ｔ廃①-13 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所

定の圧力に達した場合，中央制御室からの操

作により，せん断処理・溶解廃ガス処理設備

又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁を

開放するとともにせん断処理・溶解廃ガス処

理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排

風機を起動した場合であっても，廃ガス貯留

設備に逆止弁を設けることで，廃ガス貯留設

備の廃ガス貯留槽からせん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設

備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

への放射性物質の逆流が生じない設計とす

る。臨廃①-11，Ｔ廃①-10 

 

その後，中央制御室からの操作で廃ガス貯

留設備の隔離弁を閉止し，空気圧縮機を停止

する。これらの操作により，排気をせん断処

理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類

廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）から主排気筒を介して大気中へ

放出する。臨廃①-12，Ｔ廃①-11 

 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽について

は，臨界事故の発生を起点として１時間にわ

たって，また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応の発生を起点として約２時間にわたって

放射性物質を含む気体を導出できる容量を有

する設計とする。臨廃①-13，Ｔ廃①-12 

 

その際，臨界事故によって発生する放射線

分解による水素を導出した場合でも，廃ガス

貯留設備の廃ガス貯留槽の気相部の水素濃度

がドライ換算４ｖｏｌ％を超えない容量とす

る。臨廃①-14 

 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製

建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処

理系（プルトニウム系）からの流路に復旧す

る操作は，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の

圧力が所定の圧力に達したことを起点として

約３分以内に実施できる設計とする。臨廃①-

15，Ｔ廃①-13 

 

 

 

 

 

 

また，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧

力が所定の圧力に達した場合，中央制御室か

らの操作により，せん断処理・溶解廃ガス処

理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔

離弁を開放するとともにせん断処理・溶解廃

ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理

設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム

系）の排風機を起動した場合であっても，廃

ガス貯留設備に逆止弁を設けることで，廃ガ

ス貯留設備の廃ガス貯留槽からせん断処理・

溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニ

ウム系）への放射性物質の逆流が生じない設

計とする。◇1  

 

その後，中央制御室からの操作で廃ガス貯

留設備の隔離弁を閉止し，空気圧縮機を停止

する。これらの操作により，排気をせん断処

理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類

廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）から主排気筒を介して大気中へ

放出する。◇1  

 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽について

は，臨界事故の発生を起点として１時間にわ

たって，また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応の発生を起点として約２時間にわたって

放射性物質を含む気体を導出できる容量を有

する設計とする。◇1  

 

その際，臨界事故によって発生する放射線

分解による水素を導出した場合でも，廃ガス

貯留設備の廃ガス貯留槽の気相部の水素濃度

がドライ換算４ｖｏｌ％を超えない容量とす

る。◇1  

 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製

建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処

理系（プルトニウム系）からの流路に復旧す

る操作は，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の

圧力が所定の圧力に達したことを起点として

約３分以内に実施できる設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わ

せ，記載の語尾を統一するに

あたり，２文を１文に統合し

た。
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引き続いて実施する廃ガス貯留設備の空気

圧縮機の停止操作は，せん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設

備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

からの流路に復旧する操作の完了を起点とし

て約５分以内に実施できる設計とする。臨廃

①-16，Ｔ廃①-14 

 

 廃ガス貯留設備から発生したドレン水につ

いては，低レベル廃液処理設備に移送し，適

切に処理できる設計とする。臨廃①-17，Ｔ廃

①-15 

 

想定される重大事故等において操作する廃

ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機並びに

せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建

屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理

系（プルトニウム系）の排風機及び隔離弁

は，その作動状態の確認が可能な設計とす

る。臨廃①-18，Ｔ廃①-16 

 

廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機

は，多重化することで，他方の機器が万一動

作しない場合であっても，流路が維持される

設計とする。臨廃①-19，Ｔ廃①-17 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，共通要因によってせん

断処理・溶解廃ガス処理設備及び精製建屋塔

槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系）と同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，弁により隔離する

ことで，独立性を有する設計とする。臨廃②-

1，Ｔ廃②-1 

 

廃ガス貯留設備の系統は，共通要因によっ

て精製建屋換気設備と同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，系統構成として独

立性を有する設計とする。Ｔ廃②-2 

 

 

 

 

 

 

 

引き続いて実施する廃ガス貯留設備の空気

圧縮機の停止は，せん断処理・溶解廃ガス処

理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）から

の流路に復旧する操作の完了を起点として約

５分以内に実施できる設計とする。臨廃①-

16，Ｔ廃①-14 

 

 

 

 

 

 

想定される重大事故等において操作する廃

ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機並びに

せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建

屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理

系（プルトニウム系）の排風機及び隔離弁

は，その作動状態の確認が可能な設計とす

る。臨廃①-18，Ｔ廃①-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，せん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設

備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

と共通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，弁により隔離するこ

とで，独立性を有する設計とする。臨廃②-

1，Ｔ廃②-1 

 

廃ガス貯留設備の系統は，精製建屋換気設

備と共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，系統構成として独

立性を有する設計とする。Ｔ廃②-2 

 

 

 

 

 

 

 

引き続いて実施する廃ガス貯留設備の空気

圧縮機の停止は，せん断処理・溶解廃ガス処

理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）から

の流路に復旧する操作の完了を起点として約

５分以内に実施できる設計とする。◇1  

 

 

廃ガス貯留設備から発生したドレン水につ

いては，低レベル廃液処理設備に移送し，適

切に処理できる設計とする。臨廃①-17，Ｔ廃

①-15 

 

想定される重大事故において操作する廃ガ

ス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機並びにせ

ん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋

塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系）の排風機及び隔離弁は，

その作動状態の確認が可能な設計とする。◇1  

 

 

廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機

は，多重化することで，他方の機器が万一動

作しない場合であっても，流路が維持される

設計とする。臨廃①-19，Ｔ廃①-17 

 

7.2.2.2.3 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18(１)ａ．多

様性，位置的分散」に示す。◇1  

 

廃ガス貯留設備は，せん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設

備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

と共通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，弁により隔離するこ

とで，独立性を有する設計とする。◇1  

 

 

廃ガス貯留設備の系統は，精製建屋換気設

備と共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，系統構成として独

立性を有する設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

廃ガス貯留設備の空気圧縮機の停

止操作であることを明確化した。 
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廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設

以外の安全機能を有する施設は，自然現象，

人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び

内部発生飛散物に対して修理の対応，関連す

る工程の停止等により重大事故等に対処する

ための機能を損なわない設計とする。臨廃②-

2，Ｔ廃②-3 

 

関連する工程を停止すること等について

は，保安規定に定めて，管理する。臨廃②-

3，Ｔ廃②-4 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，弁等の操作によって安

全機能を有する施設として使用する系統構成

から重大事故等対処設備としての系統構成と

することにより，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。臨廃③-1，Ｔ廃③-1 

 

廃ガス貯留設備の空気圧縮機は，回転体が

飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。臨廃③-2，Ｔ廃③-

2 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界事

故又はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発

生した場合において，臨界事故又はＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応により発生した放射

性物質を含む気体を貯留するために必要な容

量を有する設計とするとともに，動的機器で

ある廃ガス貯留設備の空気圧縮機及び弁は，

多重化した設計とし，廃ガス貯留設備は，前

処理建屋及び精製建屋に各１系列を設置する

設計とする。臨廃④-1,Ｔ廃④-1 

 

廃ガス貯留設備は，「臨界事故」の発生を

仮定する機器及び「ＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応」の発生を仮定する機器ごとに，重

大事故等への対処に必要な設備を１セット確

保する設計とする。臨廃④-2,Ｔ廃④-2 

 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設

以外の安全機能を有する施設は，自然現象，

人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び

内部発生飛散物に対して修理等の対応，関連

する工程の停止等により重大事故等に対処す

るための機能を損なわない設計とする。臨廃

②-2，Ｔ廃②-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，弁等の操作によって安

全機能を有する施設として使用する系統構成

から重大事故等対処設備としての系統構成と

することにより，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。臨廃③-1，Ｔ廃③-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界事

故又はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発

生した場合において，臨界事故又はＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応により発生した放射

性物質を含む気体を貯留するために必要な容

量を有する設計とするとともに，動的機器で

ある廃ガス貯留設備の空気圧縮機及び弁は，

多重化した設計とし，廃ガス貯留設備は，前

処理建屋及び精製建屋に各１系列を設置する

設計とする。臨廃④-1，Ｔ廃④-1 

 

廃ガス貯留設備は，臨界事故の発生を仮定

する機器及びＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応の発生を仮定する機器ごとに，重大事故等

への対処に必要な設備を１セット確保する。

臨廃④-2，Ｔ廃④-2 

 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設

以外の安全機能を有する施設は，地震等によ

り機能が損なわれる場合，修理等の対応によ

り機能を維持する設計とする。また，必要に

応じて◇1 関連する工程を停止する等の手順を

整備する。臨廃②-3，Ｔ廃②-4 

 

 

 

 

 

 

(２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18(１)ｂ．悪

影響防止」に示す。◇1  

 

 

 

廃ガス貯留設備は，弁等の操作によって安

全機能を有する施設として使用する系統構成

から重大事故等対処設備としての系統構成と

することにより，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。◇1  

 

廃ガス貯留設備の空気圧縮機は，回転体が

飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。臨廃③-2，Ｔ廃③-

2 

 

(３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18(２) 個数

及び容量」に示す。◇1  

 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界事

故又はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発

生した場合において，臨界事故又はＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応により発生した放射

性物質を含む気体を貯留するために必要な容

量を有する設計とするとともに，動的機器で

ある廃ガス貯留設備の空気圧縮機及び弁は，

多重化した設計とし，廃ガス貯留設備は，前

処理建屋及び精製建屋に各１系列を設置する

設計とする。◇1  

 

廃ガス貯留設備は，臨界事故の発生を仮定

する機器及びＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応の発生を仮定する機器ごとに，重大事故へ

の対処に必要な設備を１セット確保する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「弁等の操作」の指す内容は，保安規定で示すため当該

箇所では許可の記載を用いた。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

機能を損なわないための設計の明確化 

【等の解説】 

「自然現象（地震含む），人為事象，

溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部

発生飛散物に対して修理の対応，関連

する工程の停止等」とは，代替設備に

より重大事故等への対処に必要な機能

を確保すること，安全上支障のない期

間で修理の対応を行うこと，関連する

工程の停止等又はこれらを適切に組み

合わせることの総称として示した記載

であり保安規定で示すため当該箇所で

は許可の記載を用いた。 
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廃ガス貯留設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応により瞬間的に上昇する温度及び

圧力に対して，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。Ｔ廃⑤-1 

 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設

は，外部からの衝撃による損傷を防止できる

前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台

風）等により重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。臨廃⑤-1，Ｔ廃

⑤-2 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設

は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの設置，被水防護

及び被液防護する設計とする。臨廃⑤-2，Ｔ

廃⑤-3 

 

廃ガス貯留設備は，配管の全周破断に対し

て，適切な材質とすることにより，漏えいし

た放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）により重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。臨廃⑤-3，

Ｔ廃⑤-4 

 

廃ガス貯留設備は，想定される重大事故が

発生した場合においても操作に支障がないよ

うに，中央制御室で操作可能な設計とする。

臨廃⑤-4，Ｔ廃⑤-5 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，通常時に使用する系統

から速やかに切り替えることができるよう，

系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の

操作により安全機能を有する施設の系統から

重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替

えられる設計とする。臨廃⑥-1，Ｔ廃⑥-1 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応により瞬間的に上昇する温度及び

圧力の影響を考慮しても機能を損なわない設

計とする。Ｔ廃⑤-1 
 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設

は，外部からの衝撃による損傷を防止できる

前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台

風）等により機能を損なわない設計とする。

臨廃⑤-1，Ｔ廃⑤-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設

は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの設置，被水防護

及び被液防護する設計とする。臨廃⑤-2，Ｔ

廃⑤-3 

 

廃ガス貯留設備は，配管の全周破断に対し

て，適切な材質とすることにより，漏えいし

た放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）により機能を損なわない設計とす

る。臨廃⑤-3，Ｔ廃⑤-4 

 

 

廃ガス貯留設備は，想定される重大事故が

発生した場合においても操作に支障がないよ

うに，中央制御室で操作可能な設計とする。

臨廃⑤-4，Ｔ廃⑤-5 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，通常時に使用する系統

から速やかに切り替えることができるよう，

系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の

操作により安全機能を有する施設の系統から

重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替

えられる設計とする。臨廃⑥-1，Ｔ廃⑥-1 

(４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18(３) 環境

条件等」に示す。◇1  

 

廃ガス貯留設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応により瞬間的に上昇する温度及び

圧力の影響を考慮しても機能を損なわない設

計とする。◇1  

 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設

は，外部からの衝撃による損傷を防止できる

前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台

風）等により機能を損なわない設計とする。

◇1  

 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設

以外の安全機能を有する施設は，地震等によ

り機能が損なわれる場合，修理等の対応によ

り機能を維持する設計とする。また，必要に

応じて関連する工程を停止する等の手順を整

備する。◇1  

 

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設

は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの設置，被水防護

及び被液防護する設計とする。◇1  

 

 

廃ガス貯留設備は，配管の全周破断に対し

て，適切な材質とすることにより，漏えいし

た放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）により機能を損なわない設計とす

る。◇1  

 

 

廃ガス貯留設備は，想定される重大事故が

発生した場合においても操作に支障がないよ

うに，中央制御室で操作可能な設計とする。

◇1  

 

(５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18(４)ａ．操

作性の確保」に示す。◇1  

 

廃ガス貯留設備は，通常時に使用する系統

から速やかに切り替えることができるよう，

系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の

操作により安全機能を有する施設の系統から

重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替

えられる設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「風（台風）等」の指す内容は，

第 36 条の基本設計方針において具

体化されている風（台風），竜

巻，凍結，高温，降水，積雪及び

火山の影響等であり，考慮する事

象の総称として示した記載である

ことから許可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）」とは，許可において各施設で

取扱う対象として記載している放射

性物質を含む腐食性の液体の総称と

して示した記載であることから許可

の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「通常時に使用する系統から速やか

に切り替えることができるよう，系

統に必要な弁等」の指す内容は，系

統の切替えに必要な設備の総称とし

て示した記載であることから許可の

記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

（以下同じ） 
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廃ガス貯留設備は，通常時において，重大

事故等に対処するために必要な機能を確認す

るため，外観点検，性能確認，分解点検等が

可能な設計とする。臨廃⑦-1，Ｔ廃⑦-1 

 

 

性能確認においては，代替可溶性中性子吸

収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子

吸収材供給回路又は重大事故時供給停止回路

からの信号による廃ガス貯留設備の隔離弁及

び空気圧縮機の作動試験等を行うことにより

定期的に試験及び検査を実施できる設計とす

る。臨廃⑦-2，Ｔ廃⑦-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃ガス貯留設備は，再処理施設の運転中又

は停止中に外観点検，性能確認，分解点検等

が可能な設計とする。臨廃⑦-1，Ｔ廃⑦-1 

 

 

 

性能確認においては，代替可溶性中性子吸

収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子

吸収材供給回路又は重大事故時供給停止回路

からの信号による廃ガス貯留設備の隔離弁及

び空気圧縮機の作動試験等を行うことにより

定期的に試験及び検査を実施する。臨廃⑦-

2，Ｔ廃⑦-2 

 

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

 

(ｂ) 重大事故等対処設備 

(ロ) 廃ガス貯留設備 

１） 廃ガス貯留設備（前処理建屋用） 

廃ガス貯留設備の隔離弁 

４基（２基／系列×２系列） 

材料          ステンレス鋼 

廃ガス貯留設備の空気圧縮機   ２台 

 

吐出圧力     約0.5ＭＰａ[gage] 

 

容量   約50ｍ３／ｈ［normal］／台 

廃ガス貯留設備の逆止弁     １基 

 

材料          ステンレス鋼 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽  １式 

材料          ステンレス鋼 

容量            約10ｍ３ 

 

 

廃ガス貯留設備の配管・弁   １系列 

 

材料          ステンレス鋼 

7.2.2.2.4 主要設備の仕様 

廃ガス貯留設備の主要設備の仕様を第7.2－

32表(1)に，廃ガス貯留設備に関連するその他

設備の概略仕様を第7.2－32表(2)～第7.2－32

表(11)に，廃ガス貯留設備の系統概要図を第

7.2－41図～第7.2－42図に，廃ガス貯留設備

の機器配置概要図を第7.2－43図に示す。◇2  

 

7.2.2.2.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18(４)ｂ．試

験・検査性」に示す。◇1  

 

廃ガス貯留設備は，再処理施設の運転中又

は停止中に外観点検，性能確認，分解点検等

が可能な設計とする。◇1  

 

 

 

性能確認においては，代替可溶性中性子吸

収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子

吸収材供給回路又は重大事故時供給停止回路

からの信号による廃ガス貯留設備の隔離弁及

び空気圧縮機の作動試験等を行うことにより

定期的に試験及び検査を実施する。◇1  

 

 

第 7.2－32 表(1) 廃ガス貯留設備の主要設備

の仕様 

［常設重大事故等対処設備］ 

 

ａ．廃ガス貯留設備（前処理建屋用） 

(ａ)廃ガス貯留設備の隔離弁 

基数    ４（２基／系列×２系列） 

主要材料        ステンレス鋼 

(ｂ)廃ガス貯留設備の空気圧縮機 

台数      ２（うち１台は予備） 

吐出圧力     約0.5ＭＰａ[gage] 

電気負荷容量     約40ｋＶＡ／台 

容量    約50ｍ３／ｈ[normal]／台 

(ｃ)廃ガス貯留設備の逆止弁 

基数               １ 

主要材料        ステンレス鋼 

(ｄ)廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽 

種類          たて置円筒形 

数量              １式 

容量            約10ｍ３ 

主要材料        ステンレス鋼 

(ｅ)廃ガス貯留設備の配管・弁 

数量             １系列 

主要材料        ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「外観点検，性能確認，分解点検

等」「作動試験等」とは，外観点

検，員数確認，性能確認，分解点

検，漏えい確認，温度確認，異音

確認，異臭確認等の対処するため

に必要な機能の確認方法の総称と

して示した記載であることから許

可の記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化 
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２） 廃ガス貯留設備（精製建屋用） 

廃ガス貯留設備の隔離弁     ２基 

 

材料          ステンレス鋼 

廃ガス貯留設備の空気圧縮機   ３台 

 

吐出圧力     約0.5ＭＰａ[gage] 

 

容量   約50ｍ３／ｈ［normal］／台 

廃ガス貯留設備の逆止弁     １基 

 

材料      ステンレス鋼 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽  １式 

材料          ステンレス鋼 

 

容量            約21ｍ３ 

 

廃ガス貯留設備の配管・弁   １系列 

 

材料          ステンレス鋼 

３） せん断処理・溶解廃ガス処理設備 

凝縮器（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(イ)せん断処理・溶解廃

ガス処理設備」と兼用） 

 

 

高性能粒子フィルタ（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(イ)せん断

処理・溶解廃ガス処理設備」と兼用） 

 

 

排風機（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(イ)せん断処理・溶解廃

ガス処理設備」と兼用） 

 

 

隔離弁（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(イ)せん断処理・溶解廃

ガス処理設備」と兼用）  ６基 

 

材料          ステンレス鋼 

主配管・弁（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(イ)せん断処理・溶

解廃ガス処理設備」と兼用）  ３系列 

 

材料          ステンレス鋼 

４） 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系） 

凝縮器（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)３）精製建屋塔槽類廃

ガス処理設備」と兼用） 

 

 

高性能粒子フィルタ（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)３）精製

建屋塔槽類廃ガス処理設備」と兼用） 

 

ｂ．廃ガス貯留設備（精製建屋用） 

(ａ)廃ガス貯留設備の隔離弁 

基数               ２ 

主要材料        ステンレス鋼 

(ｂ)廃ガス貯留設備の空気圧縮機 

台数      ３（うち１台は予備） 

吐出圧力     約0.5ＭＰａ[gage] 

電気負荷容量     約40ｋＶＡ／台 

容量   約50ｍ３／ｈ[normal]／台 

(ｃ)廃ガス貯留設備の逆止弁 

基数               １ 

主要材料      ステンレス鋼 

(ｄ)廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽 

種類          たて置円筒形 

数量              １式 

容量            約21ｍ３ 

主要材料        ステンレス鋼 

(ｅ)廃ガス貯留設備の配管・弁 

数量             １系列 

主要材料        ステンレス鋼 

ｃ．せん断処理・溶解廃ガス処理設備 

(ａ)凝縮器（「7.2.1.2 せん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備」と兼用） 

「第7.2－１表 せん断処理・溶解廃ガス処理

設備の主要設備の仕様」に記載する。 

(ｂ)高性能粒子フィルタ（「7.2.1.2 せん断処

理・溶解廃ガス処理設備」と兼用） 

「第7.2－１表 せん断処理・溶解廃ガス処理

設備の主要設備の仕様」に記載する。 

(ｃ)排風機（「7.2.1.2 せん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備」と兼用） 

「第7.2－１表 せん断処理・溶解廃ガス処理

設備の主要設備の仕様」に記載する。 

(ｄ)隔離弁（「7.2.1.2 せん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備」と兼用） 

基数               ６ 

主要材料        ステンレス鋼 

(ｅ)主配管・弁（「7.2.1.2 せん断処理・溶解

廃ガス処理設備」と兼用） 

数量             ３系列 

主要材料        ステンレス鋼 

ｄ．精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系） 

(ａ)凝縮器（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設

備」と兼用） 

「第7.2－４表 精製建屋塔槽類廃ガス処理設

備の主要設備の仕様」に記載する。 

(ｂ)高性能粒子フィルタ（「7.2.1.3 塔槽類廃

ガス処理設備」と兼用） 
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排風機（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)３）精製建屋塔槽類廃

ガス処理設備」と兼用） 

 

 

隔離弁（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)３）精製建屋塔槽類廃

ガス処理設備」と兼用）   ２基 

 

材料          ステンレス鋼 

廃ガスポット（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)３）精製建屋塔

槽類廃ガス処理設備」と兼用）１基 

 

材料          ステンレス鋼 

主配管・弁（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)３）精製建屋塔槽

類廃ガス処理設備」と兼用）１系列 

 

材料          ステンレス鋼 

５） 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

主配管（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)１）前処理建屋塔槽類

廃ガス処理設備」と兼用） １系列 

 

材料          ステンレス鋼 

６） ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽

類廃ガス処理設備 

主配管（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)５）ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備」と

兼用）        １系列 

材料          ステンレス鋼 

７） 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

主配管（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ）６）高レベル廃液ガラ

ス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備」と兼用） 

１系列 

材料          ステンレス鋼 

８） 精製建屋換気設備 

セル排気フィルタユニット（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ニ)

５）精製建屋換気設備」と兼用）   

 

 

グローブボックス・セル排風機（「ト．

(１)(ⅱ)(ａ)(ニ)５）精製建屋換気設備」と兼用） 

 

 

ダクト（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ニ)５）精製建屋換気設

備」と兼用）        １系列 

９） ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気

設備 

ダクト（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ニ)７）ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋換気設備」と兼用）     

１系列□1  

「第7.2－４表 精製建屋塔槽類廃ガス処理設

備の主要設備の仕様」に記載する。 

(ｃ)排風機（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設

備」と兼用） 

「第7.2－４表 精製建屋塔槽類廃ガス処理設

備の主要設備の仕様」に記載する。 

(ｄ)隔離弁（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設

備」と兼用） 

基数               ２ 

主要材料        ステンレス鋼 

(ｅ)廃ガスポット（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処

理設備」と兼用） 

基数               １ 

主要材料        ステンレス鋼 

(ｆ)主配管・弁（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理

設備」と兼用） 

数量             １系列 

主要材料        ステンレス鋼 

ｅ．前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(ａ)主配管（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設

備」と兼用） 

数量             １系列 

主要材料        ステンレス鋼 

ｆ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽

類廃ガス処理設備 

(ａ)主配管（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設

備」と兼用） 

数量             １系列 

主要材料        ステンレス鋼 

ｇ．高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

(ａ)主配管（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設

備」と兼用） 

数量             １系列 

主要材料        ステンレス鋼 

ｈ．精製建屋換気設備 

(ａ)セル排気フィルタユニット（「7.2.1.5 換

気設備」と兼用） 

「第7.2－18表 精製建屋換気設備の主要設備

の仕様」に記載する。 

(ｂ)グローブボックス・セル排風機（「7.2.1.5 

換気設備」と兼用） 

「第7.2－18表 精製建屋換気設備の主要設備

の仕様」に記載する。 

(ｃ)ダクト（「7.2.1.5 換気設備」と兼用） 

数量             １系列 

ｉ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気

設備 

(ａ)ダクト（「7.2.1.5 換気設備」と兼用） 

数量             １系列◇3  
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別紙１② 

第三十八条（臨界事故の拡大を防止するための設備）及び 

第四十一条（有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（廃ガス貯留設備） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

臨廃

① 

Ｔ廃

① 

廃ガスの貯留に必要な設備設

計 

技術基準規則（第 38，41 条）の要

求事項を受けている内容 

38 条１項２号 

38 条１項３号 

41 条１項３号 

41 条１項４号 

－ a,c,e 

臨廃

② 

Ｔ廃

② 

多様性，位置的分散に関する内

容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38，41 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（ 3 6 条 ２ 項 ） 
－ b 

臨廃

③ 

Ｔ廃

③ 

悪影響防止に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38，41 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（36 条１項６号） 
－ b 

臨廃

④ 

Ｔ廃

④ 

個数及び容量に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38，41 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（36 条１項１号） 
－ a,b 

臨廃

⑤ 

Ｔ廃

⑤ 

環境条件等に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38，41 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（36 条１項２号） 

（36 条１項７号） 

－ b 

臨廃

⑥ 

Ｔ廃

⑥ 

操作性の確保に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38，41 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（36 条１項３号） 

（36 条１項５号） 

－ b 

臨廃

⑦ 

Ｔ廃

⑦ 

試験・検査の確保に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 38，41 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（36 条１項４号） 
－ b 

臨廃

⑧ 

Ｔ廃

⑧ 

臨界事故及び有機溶媒等によ

る火災又は爆発への対処に使

用する設備 

臨界事故及び有機溶媒等による火

災又は爆発への対処に使用する安

全保護回路に係る事項 

－ － e 

臨廃

⑨ 

Ｔ廃

⑨ 

臨界事故及び有機溶媒等によ

る火災又は爆発への対処に使

用する設備 

臨界事故及び有機溶媒等による火

災又は爆発への対処に使用する計

測制御設備に係る事項 

－ － e 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 
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2 

 

別紙１② 

□1  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

□2  
他条文で展開する事項（第 46

条，第 49 条） 

第 46 条「電源設備」，第 49 条「監視測定設備」にて，説

明する内容であるため，記載しない。 
－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）又は添付書類内の

記載と重複する内容であるため，記載しない。 
－ 

◇2  仕様表等の呼び込み 
仕様表等の呼び込み場所の記載であるため，基本設計方

針に記載しない。 
－ 

◇3  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

b Ⅵ-1-1-4-2 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

c 

Ⅵ-2-3 系統図 

Ⅵ-2-4 配置図 

Ⅵ-2-5 構造図 

d 仕様表（設計条件及び仕様） 

e Ⅵ-1-6-3 廃ガス貯留設備に関する説明書 
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第39条：冷却機能の喪失による蒸発乾固に 

対処するための設備 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十九条（冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び 

第四十条（放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）（1 / 15） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
第三十九条 

セル内において使用済燃料から分離された物

であって液体状のもの又は液体状の放射性廃

棄物を冷却する機能を有する施設には、再処

理規則第一条の三第二号に掲げる重大事故の

発生又は拡大を防止するために必要な次に掲

げる重大事故等対処設備が設けられていなけ

ればならない。 

 

一 蒸発乾固の発生を未然に防止するために

必要な設備 

(代替安全冷却水系で記載) 

 

二 蒸発乾固が発生した場合において、放射

性物質の発生を抑制し、及び蒸発乾固の進行

を緩和するために必要な設備 

(代替安全冷却水系で記載) 

 

三 蒸発乾固が発生した設備に接続する換気

系統の配管の流路を遮断するために必要な設

備及び換気系統の配管内が加圧状態になった

場合にセル内に設置された配管の外部へ放射

性物質を排出するために必要な設備 蒸換

①，②，③ 

 

四 蒸発乾固が発生した場合において放射性

物質の放出による影響を緩和するために必要

な設備 蒸換②，③，④ 

（蒸換⑤から⑩は技術基準規則第三十六条へ

の適合方針） 

（蒸換⑪から⑮は蒸発乾固への対処に使用す

る他設備に係る事項） 

 

第四十条 

 セル内において放射線分解によって発生す

る水素が再処理設備の内部に滞留することを

防止する機能を有する施設には、再処理規則

第一条の三第三号に掲げる重大事故の発生又

は拡大を防止するために必要な次に掲げる重

大事故等対処設備が設けられていなければな

らない。 

 

一 放射線分解により発生する水素による爆

発 (以下この条において「水素爆発」とい

う。) の発生を未然に防止するために必要な

設備 

（代替安全圧縮空気系で記載） 

 

二 水素爆発が発生した場合において水素爆

発が続けて生ずるおそれがない状態を維持す

第 2章 個別項目 

5. 放射性廃棄物の廃棄施設 

5.1 気体廃棄物の廃棄施設 

5.1.6 代替換気設備 

冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線

分解により発生する水素による爆発が発生し

た場合において，当該重大事故等が発生した

機器の気相中に移行する放射性物質をセルに

導出し，大気中へ放出される放射性物質を低

減するために必要なセルへの導出経路の構築

及び代替セル排気系による対応に使用する重

大事故等対処設備として代替換気設備を設け

る設計とする。蒸換①-1，②-1，③-1，④-

1，水換①-1，②-1，③-1，④-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替換気設備は，セルへの導出経路の構築

をするために必要な設備(以下 5.1.6 では「セ

ル導出設備」という)である塔槽類廃ガス処理

設備からセルへの導出で使用する主配管等(以

 

 

（b） 重大事故等対処設備 

 (イ) 代替換気設備 

冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分

解により発生する水素による爆発が発生した

場合において，当該重大事故等が発生した機

器の気相中に移行する放射性物質をセルに導

出し，大気中へ放出される放射性物質を低減

するために必要なセルへの導出経路の構築及

び代替セル排気系による対応に使用する重大

事故等対処設備を設置及び保管する。蒸換①-

1，②-1，③-1，④-1，水換①-1，②-1，③-

1，④-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替換気設備は，セル導出設備の塔槽類廃

ガス処理設備からセルに導出するユニット，

セル導出ユニットフィルタ，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋の気液分離器，凝縮器，予備凝

7.2.2 重大事故等対処設備 

7.2.2.1 代替換気設備 

7.2.2.1.1 概  要 

冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線

分解により発生する水素による爆発が発生し

た場合において，当該重大事故等が発生した

機器の気相中に移行する放射性物質をセルに

導出し，大気中へ放出される放射性物質を低

減するために必要なセルへの導出経路の構築

及び代替セル排気系による対応に使用する重

大事故等対処設備を設置及び保管する。◇1  

 冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した

場合には，沸騰に伴い「冷却機能の喪失によ

る蒸発乾固」の発生を仮定する機器の気相中

に移行する放射性物質を，機器に接続する塔

槽類廃ガス処理設備からセルに導出する。ま

た，セルに導出された放射性物質を除去し，

主排気筒を介して放出する。◇1  

 放射線分解により発生する水素による爆発

が発生した場合には，水素掃気空気に同伴す

る放射性物質及び水素爆発に伴い「放射線分

解により発生する水素による爆発」の発生を

仮定する機器の気相中に移行する放射性物質

を，機器に接続する塔槽類廃ガス処理設備か

らセルに導出する。また，セルに導出された

放射性物質を除去し，主排気筒を介して放出

する。◇1  

 

7.2.2.1.2 系統構成及び主要設備 

大気中への放射性物質の放出を低減するた

めの設備として，冷却機能の喪失による蒸発

乾固及び放射線分解により発生する水素によ

る爆発に対処するため，代替換気設備のセル

導出設備及び代替セル排気系を設ける。◇1  

 (１) 系統構成 

 冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線

分解により発生する水素による爆発が発生し

た場合の重大事故等対処設備として，セル導

出設備及び代替セル排気系，計装設備の一

部，主排気筒，試料分析関係設備の一部，代

替試料分析関係設備の一部，放射線監視設備

の一部，代替モニタリング設備の一部，代替

電源設備の一部，代替所内電気設備の一部及

び補機駆動用燃料補給設備の一部を使用す

る。◇1  

 

代替換気設備は，セル導出設備の塔槽類廃

ガス処理設備からセルに導出するユニット，

セル導出ユニットフィルタ，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋の気液分離器，凝縮器，予備凝

発電炉の基本設計方針に

ついては，当該条文の比

較対象となる基本設計方

針がないため記載しな

い。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

  ：許可からの変更点等 

【凡例】 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わせ，記載

の語尾を統一。 

【「等」の解説】 

「主配管等」の指す内容は，

主配管及び経路を構成する機

器であり添付書類「Ⅵ-2-3 

系統図」で示す。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

設工認での設備名称を考慮

した変更及び対処に使用す

る主配管等の定義追加。 

（以下同じ） 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十九条（冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び 

第四十条（放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備）（2 / 15） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
るために必要な設備 

（代替安全圧縮空気系で記載） 

 

三 水素爆発が発生した設備に接続する換気

系統の配管の流路を遮断するために必要な設

備及び換気系統の配管内が加圧状態になった

場合にセル内に設置された配管の外部へ放射

性物質を排出するために必要な設備 水換

①，②，③ 

 

四 水素爆発が発生した場合において放射性

物質の放出による影響を緩和するために必要

な設備 水換②，③，④ 

（水換⑤から⑩は技術基準規則第三十六条へ

の適合方針） 

（水換⑪から⑭は水素爆発への対処に使用す

る他設備に係る事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 5.1.6 では「塔槽類廃ガス処理設備からセ

ルに導出するユニット)」という)，セル導出

ユニットフィルタ，高レベル廃液ガラス固化

建屋の気液分離器，凝縮器，予備凝縮器，凝

縮液の回収に使用する主配管等，可搬型建屋

内ホース，前処理建屋の可搬型ダクト，分離

建屋の可搬型配管及び高レベル廃液ガラス固

化建屋の可搬型配管並びに代替セル排気系に

よる対応をするために必要な設備(以下 5.1.6

では「代替セル排気系」という)である前処理

建屋の代替セル排気系による対応で使用する

主配管等(以下 5.1.6 では「前処理建屋の主排

気筒へ排出するユニット)」という)，可搬型

ダクト，可搬型フィルタ，可搬型排風機及び

高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型デミス

タで構成する。蒸換①-2，②-2，③-2，④-

2，水換①-2，③-2，④-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用するセル導

出設備の主配管等，水封安全器，分離建屋の

高レベル廃液濃縮缶凝縮器及び分離建屋の第

1エジェクタ凝縮器，漏えい液受皿，分離建

屋の第 1供給槽及び第 2供給槽，代替換気設

備の主配管等，主排気筒並びに「冷却機能の

喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器

及び「放射線分解により発生する水素による

爆発」の発生を仮定する機器を常設重大事故

等対処設備として位置付け，沸騰又は水素爆

縮器，凝縮液回収系，可搬型建屋内ホース，

前処理建屋の可搬型ダクト，分離建屋の可搬

型配管及び高レベル廃液ガラス固化建屋の可

搬型配管並びに代替セル排気系の前処理建屋

の主排気筒へ排出するユニット，可搬型ダク

ト，可搬型フィルタ，可搬型排風機及び高レ

ベル廃液ガラス固化建屋の可搬型デミスタで

構成する。蒸換①-2，②-2，③-2，④-2，水

換①-2，③-2，④-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

主排気筒【蒸換④-3，水換④-3】，試料分

析関係設備の一部，放射線監視設備の一部，

【□3 】代替所内電気設備の一部である重大事

故対処用母線（常設分電盤，常設電源ケーブ

ル）【蒸換⑭-1，水換⑬-1】並びに補機駆動

用燃料補給設備の一部である軽油貯槽【蒸換

⑮-1，水換⑭-1】を常設重大事故等対処設備

として設置する。 

 

計装設備の一部【蒸換⑫-1，水換⑪-1】，

代替試料分析関係設備の一部，代替モニタリ

ング設備の一部，【□3 】代替電源設備の一部

である前処理建屋可搬型発電機等，【蒸換⑬-

1，水換⑫-1】代替所内電気設備の一部である

可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブル【蒸換

⑭-2，水換⑬-2】並びに補機駆動用燃料補給

設備の一部である軽油用タンクローリ【蒸換

⑮-2，水換⑭-2】を可搬型重大事故等対処設

備として配備する。 

 

 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する前処理

建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部，分離建屋

塔槽類廃ガス処理設備の一部，精製建屋塔槽

類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）の一部，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部，

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処

理設備の一部，これらの塔槽類廃ガス処理設

備の隔離弁及び水封安全器，分離建屋の高レ

ベル廃液濃縮缶凝縮器及び分離建屋の第１エ

縮器，凝縮液回収系，可搬型建屋内ホース，

前処理建屋の可搬型ダクト，分離建屋の可搬

型配管及び高レベル廃液ガラス固化建屋の可

搬型配管並びに代替セル排気系の前処理建屋

の主排気筒へ排出するユニット，可搬型ダク

ト，可搬型フィルタ，可搬型排風機及び高レ

ベル廃液ガラス固化建屋の可搬型デミスタで

構成する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主排気筒，試料分析関係設備の一部，放射

線監視設備の一部，代替所内電気設備の一部

である重大事故対処用母線（常設分電盤，常

設電源ケーブル）並びに補機駆動用燃料補給

設備の一部である軽油貯槽を常設重大事故等

対処設備として設置する。◇1  

 

 

 

計装設備の一部である可搬型貯槽温度計，

可搬型漏えい液受皿液位計，可搬型凝縮器出

口排気温度計，可搬型凝縮水槽液位計，可搬

型セル導出ユニットフィルタ差圧計，可搬型

廃ガス洗浄塔入口圧力計，可搬型導出先セル

圧力計及び可搬型フィルタ差圧計，代替試料

分析関係設備の一部，代替モニタリング設備

の一部，代替電源設備の一部である前処理建

屋可搬型発電機等，代替所内電気設備の一部

である可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブル

並びに補機駆動用燃料補給設備の一部である

軽油用タンクローリを可搬型重大事故等対処

設備として配備する。◇1  

 

また，設計基準対象の施設と兼用する前処

理建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部，分離建

屋塔槽類廃ガス処理設備の一部，精製建屋塔

槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プ

ルトニウム系）の一部，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の一

部，高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備の一部，これらの塔槽類廃ガス処

理設備の隔離弁及び水封安全器，分離建屋の

高レベル廃液濃縮缶凝縮器及び分離建屋の第

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒸換④-3，水換④-3(P3

へ) 

 

蒸換⑭-1，水換⑬-1(P3

へ) 

蒸換⑮-1，水換⑭-1(P3

へ) 

 

 

蒸換⑫-1，水換⑪-1(P3

へ) 

 

蒸換⑬-1，水換⑫-1(P3

へ) 

蒸換⑭-2，水換⑬-2(P3

へ) 

蒸換⑮-2，水換⑭-2 

(P3へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

設備を明確化。（主配管等以外

の漏えい液受皿，分離建屋の第

1供給槽及び第 2供給槽を機器

として明確化） 

【許可からの変更点】 

文章構成の変更。 

（以下同じ） 
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発が発生した設備に接続する換気系統の配管

の流路の遮断及び換気系統の配管内が加圧状

態になった場合にセル内に設置された配管の

外部への放射性物質の排出並びに沸騰又は水

素爆発が発生した場合において放射性物質の

放出による影響を緩和できる設計とする。 

蒸換①-3，②-3，③-3，④-3，水換①-3，②-

2，③-3，④-3， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した

場合の重大事故等対処設備として，代替換気

設備の他，計測制御設備の可搬型凝縮器出口

排気温度計等，代替電源設備の可搬型発電

機，代替所内電気設備の重大事故対処用母線

分電盤，重大事故対処用母線常設分電盤，可

搬型分電盤及び可搬型電源ケーブル並びに補

機駆動用燃料補給設備の第 1軽油貯槽，第 2

軽油貯槽及び軽油用タンクローリを使用する

設計とする。なお，計測制御設備については

第 2章 個別項目の「4.1 計測制御設備」

に，代替電源設備については第 2章 個別項

目の「7.1.1 電気設備」の「7.1.1.9 代替

電源設備」に，代替所内電源設備については

第 2章 個別項目の「7.1.1 電気設備」の

「7.1.1.10 代替所内電気設備」に，補機駆

動用燃料補給設備については第 2章 個別項

目の「7.1.1 電気設備」の「7.1.1.11 補機

駆動用燃料補給設備」に示す。蒸換⑫-1，⑫-

2，⑬-1，⑬-2，⑭-1，⑭-2，⑭-3，⑮-1，⑮

-2，⑮-3，水換⑪-1，⑪-2，⑫-1，⑫-2，⑬-

1，⑬-2，⑬-3，⑭-1，⑭-2，⑭-3 

 

 

セル導出設備は，溶液の沸騰により「冷却

機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定す

る機器の気相中に移行する放射性物質，水素

掃気空気に同伴する放射性物質及び水素爆発

により「放射線分解により発生する水素によ

る爆発」の発生を仮定する機器の気相中に移

行する放射性物質を，これらの機器に接続す

る塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止し，

塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮断すること

ジェクタ凝縮器，前処理建屋換気設備のダク

ト・ダンパの一部，分離建屋換気設備のダク

ト・ダンパの一部，精製建屋換気設備のダク

ト・ダンパの一部，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋換気設備のダクト・ダンパの一部

及び高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の

ダクト・ダンパの一部，放射線監視設備の一

部，試料分析関係設備の一部【□3 】，主排気

筒並びに「冷却機能の喪失による蒸発乾固」

の発生を仮定する機器（第３表）【□1 】及び

「放射線分解により発生する水素による爆

発」の発生を仮定する機器（第４表）【□1 】

を常設重大事故等対処設備として位置付け

る。 

蒸換①-3，②-3，③-3，④-3，水換①-3，②-

2，③-3，④-3 

 

計装設備については「ヘ．(３)(ⅱ)(ａ) 

計装設備」に，【蒸換⑫-2，水換⑪-2】主排

気筒については「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ホ) 主

排気筒」に，試料分析関係設備及び代替試料

分析関係設備については「チ．(２)(ⅰ) 試

料分析関係設備」に，放射線監視設備及び代

替モニタリング設備については「チ．(２) 

(ⅱ) 放射線監視設備」に，【□3 】代替電源

設備については「リ．(１)(ⅰ)(ｂ)(ロ)１)  

代替電源設備」に，【蒸換⑬-2，水換⑫-2】

代替所内電気設備については「リ．(１)(ⅰ) 

(ｂ)(ロ)２)  代替所内電気設備」に，【蒸

換⑭-3，水換⑬-3】補機駆動用燃料補給設備

については「リ．(４)(ⅶ) 補機駆動用燃料補

給設備」【蒸換⑮-3，水換⑭-3】に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セル導出設備は，溶液の沸騰により「冷却

機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定す

る機器の気相中に移行する放射性物質，水素

掃気空気に同伴する放射性物質及び水素爆発

により「放射線分解により発生する水素によ

る爆発」の発生を仮定する機器の気相中に移

行する放射性物質を，これらの機器に接続す

る塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止し，

塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮断すること

１エジェクタ凝縮器，前処理建屋換気設備の

ダクト・ダンパの一部，分離建屋換気設備の

ダクト・ダンパの一部，精製建屋換気設備の

ダクト・ダンパの一部，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋換気設備のダクト・ダンパの

一部及び高レベル廃液ガラス固化建屋換気設

備のダクト・ダンパの一部，放射線監視設備

の一部，試料分析関係設備の一部，主排気筒

並びに「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の

発生を仮定する機器（第 7.2－31 表(2)）及び

「放射線分解により発生する水素による爆

発」の発生を仮定する機器（第 7.2－31 表

(3)）を常設重大事故等対処設備として位置付

ける。◇1  

 

 

 

計装設備については「6.2.1.4 系統構成及び

主要設備」に，主排気筒については

「7.2.1.6.3 主排気筒の仕様」に，試料分析

関係設備，代替試料分析関係設備，放射線監

視設備及び代替モニタリング設備については

「8.2.4 系統構成及び主要設備」に，代替電

源設備及び代替所内電気設備については

「9.2.2.3 主要設備の仕様」及び「9.2.2.4 

系統構成」に，補機駆動用燃料補給設備につ

いては「9.14.3 主要設備の仕様」及び

「9.14.4 系統構成」に示す。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 主要設備 

セル導出設備は，溶液の沸騰により「冷却

機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定す

る機器の気相中に移行する放射性物質，水素

掃気空気に同伴する放射性物質及び水素爆発

により「放射線分解により発生する水素によ

る爆発」の発生を仮定する機器の気相中に移

行する放射性物質を，これらの機器に接続す

る塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止し，

塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮断すること

 

 

 

 

 

蒸換④-3，水換④-3(P2

から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒸換⑫-1，⑬-1，⑭-1，

⑭-2，⑮-1，⑮-2，水換

⑪-1，⑫-1，⑬-1，⑬-

2，⑭-1，⑭-2(P2から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

技術基準規則の記載に合わせ，記載の

語尾を統一。 

【許可からの変更点】 

設工認の章構成に合わせて引用先を適正

化した。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「可搬型凝縮器出口排気温度計等」の

指す内容は，可搬型凝縮器出口排気温

度計，可搬型漏えい液受皿液位計，可

搬型凝縮水槽液位計，可搬型セル導出

ユニットフィルタ差圧計，可搬型廃ガ

ス洗浄塔入口圧力計，可搬型導出先セ

ル圧力計及び可搬型フィルタ差圧計で

あり添付書類で示す。 
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で，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発

生を仮定する機器及び「放射線分解により発

生する水素による爆発」の発生を仮定する機

器の排気をセルに導出できる設計とする。蒸

換①-4，水換①-4 

 

前処理建屋，分離建屋，精製建屋及び高レ

ベル廃液ガラス固化建屋の代替換気設備のセ

ル導出設備は，水素爆発により「放射線分解

により発生する水素による爆発」の発生を仮

定する機器の気相中に移行する放射性物質

が，セル導出設備の塔槽類廃ガス処理設備か

らセルに導出するユニットを経由して導出先

セルに導出されない場合，水封安全器を経由

して，気相中に移行した放射性物質を水封安

全器を設置するセルに導出できる設計とす

る。水換②-3 

 

セル導出設備は，溶液の沸騰に伴い発生す

る蒸気をセルに導出する前に排気経路上の凝

縮器により凝縮し，発生する凝縮水は，回収

先の漏えい液受皿等に貯留できる設計とす

る。蒸換②-4 

 

セル導出設備は，溶液の沸騰により「冷却

機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定す

る機器の気相中に移行する放射性物質，水素

掃気空気に同伴する放射性物質及び水素爆発

により「放射線分解により発生する水素によ

る爆発」の発生を仮定する機器の気相中に移

行する放射性物質を，凝縮器下流側に設置し

たセル導出ユニットフィルタにより除去でき

る設計とする。蒸換③-4，水換③-4 

 

セル導出設備の凝縮器は，溶液の沸騰に伴

い発生する蒸気を凝縮するため，代替安全冷

却水系の可搬型中型移送ポンプによる通水に

よって，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝

縮させるのに必要な伝熱面積を有する設計と

する。蒸換②-5 

 

代替セル排気系は，可搬型排風機，可搬型

ダクト及び可搬型フィルタを敷設し，主排気

筒へつながるよう，可搬型排風機，可搬型ダ

クト及び可搬型フィルタを接続し，可搬型ダ

クト及び建屋換気設備を接続した後，可搬型

排風機を運転することで，セルに導出された

放射性エアロゾルを除去し，主排気筒を介し

て大気中に管理しながら放出できる設計とす

る。蒸換④-4，水換④-4 

で，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発

生を仮定する機器及び「放射線分解により発

生する水素による爆発」の発生を仮定する機

器の排気をセルに導出できる設計とする。蒸

換①-4，水換①-4 

 

セル導出設備は，水素爆発により「放射線

分解により発生する水素による爆発」の発生

を仮定する機器の気相中に移行する放射性物

質が，セル導出設備の塔槽類廃ガス処理設備

からセルに導出するユニットを経由して導出

先セルに導出されない場合，水封安全器を経

由して，気相中に移行した放射性物質を水封

安全器を設置するセルに導出できる設計とす

る。水換②-3 

 

 

 

セル導出設備は，溶液の沸騰に伴い発生す

る蒸気をセルに導出する前に排気経路上の凝

縮器により凝縮し，発生する凝縮水は，回収

先の漏えい液受皿等に貯留できる設計とす

る。蒸換②-4 

 

また，セル導出設備は，溶液の沸騰により

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を

仮定する機器の気相中に移行する放射性物

質，水素掃気空気に同伴する放射性物質及び

水素爆発により「放射線分解により発生する

水素による爆発」の発生を仮定する機器の気

相中に移行する放射性物質を，凝縮器下流側

に設置したセル導出ユニットフィルタにより

除去できる設計とする。蒸換③-4，水換③-4 

 

セル導出設備の凝縮器は，溶液の沸騰に伴

い発生する蒸気を凝縮するため，代替安全冷

却水系の可搬型中型移送ポンプによる通水に

よって，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝

縮させるのに必要な伝熱面積を有する設計と

する。蒸換②-5 

 

代替セル排気系は，可搬型排風機，可搬型

ダクト及び可搬型フィルタを敷設し，主排気

筒へつながるよう，可搬型排風機，可搬型ダ

クト及び可搬型フィルタを接続し，可搬型ダ

クト及び建屋換気設備を接続した後，可搬型

排風機を運転することで，セルに導出された

放射性エアロゾルを除去し，主排気筒を介し

て大気中に管理しながら放出できる設計とす

る。蒸換④-4，水換④-4 

で，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発

生を仮定する機器及び「放射線分解により発

生する水素による爆発」の発生を仮定する機

器の排気をセルに導出できる設計とする。◇1  

 

 

セル導出設備は，水素爆発により「放射線

分解により発生する水素による爆発」の発生

を仮定する機器の気相中に移行する放射性物

質が，セル導出設備の塔槽類廃ガス処理設備

からセルに導出するユニットを経由して導出

先セルに導出されない場合，水封安全器を経

由して，気相中に移行した放射性物質を水封

安全器を設置するセルに導出できる設計とす

る。◇1  

 

 

 

セル導出設備は，溶液の沸騰に伴い発生す

る蒸気をセルに導出する前に排気経路上の凝

縮器により凝縮し，発生する凝縮水は，回収

先の漏えい液受皿等に貯留できる設計とす

る。◇1  

 

また，セル導出設備は，溶液の沸騰により

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を

仮定する機器の気相中に移行する放射性物

質，水素掃気空気に同伴する放射性物質及び

水素爆発により「放射線分解により発生する

水素による爆発」の発生を仮定する機器の気

相中に移行する放射性物質を，凝縮器下流側

に設置したセル導出ユニットフィルタにより

除去できる設計とする。◇1  

 

セル導出設備の凝縮器は，溶液の沸騰に伴

い発生する蒸気を凝縮するため，代替安全冷

却水系の可搬型中型移送ポンプによる通水に

よって，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝

縮させるのに必要な伝熱面積を有する設計と

する。◇1  

 

代替セル排気系は，可搬型排風機，可搬型

ダクト及び可搬型フィルタを敷設し，主排気

筒へつながるよう，可搬型排風機，可搬型ダ

クト及び可搬型フィルタを接続し，可搬型ダ

クト及び建屋換気設備を接続した後，可搬型

排風機を運転することで，セルに導出された

放射性エアロゾルを除去し，主排気筒を介し

て大気中に管理しながら放出できる設計とす

る。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の文章構成に合わせて

削除した。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「漏えい液受皿等」の指す内容は，漏

えい液受皿又は分離建屋の第 1供給槽

及び第 2供給槽であり添付書類で示す

ため当該箇所では許可の記載を用い

た。 

【許可からの変更点】 

水封安全器を経由して放射性物質がセ

ルに導出される建屋を明確にした。 
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代替安全冷却水系の詳細については，第 2

章個別項目の「7.2.2 冷却水設備」の

「7.2.2.3 代替安全冷却水系」に示す。蒸換

⑪ 

 

 

 

 

  

セル導出設備の凝縮器及び予備凝縮器は，

設置方向を互いに異なる方向とする設計とす

ることで，地震に対して同時にその機能が損

なわれるおそれがない設計とする。蒸換⑤-1 

 

 代替換気設備の塔槽類廃ガス処理設備から

セルに導出するユニット，セル導出ユニット

フィルタ，凝縮器等は，共通要因によって塔

槽類廃ガス処理設備と同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，弁等により隔離す

ることで，塔槽類廃ガス処理設備に対して独

立性を有する設計とする。蒸換⑤-2，水換⑤-

1 

 

上記以外の代替換気設備の常設重大事故等

対処設備の主配管及び経路を構成する機器等

は，可能な限り独立性又は位置的分散を図っ

た上で，想定される重大事故等が発生した場

合における温度，放射線，荷重及びその他の

使用条件において，その機能を確実に発揮で

きる設計とする。蒸換⑤-3，水換⑤-2 

 

 

 

 代替セル排気系の可搬型排風機は，共通要

因によって建屋換気設備の排風機と同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，可搬

型排風機を代替電源設備の可搬型発電機の給

電により駆動し，代替電源設備の可搬型発電

機の運転に必要な燃料は，補機駆動用燃料補

給設備から補給が可能な設計とすることで，

多様性を有する設計とする。蒸換⑤-4，水換

⑤-3 

 

 

代替セル排気系の可搬型排風機は，代替電

源設備の可搬型発電機の給電により駆動し，

可搬型発電機の運転に必要な燃料は，補機駆

動用燃料補給設備から補給が可能な設計とす

る。蒸換⑤-4，水換⑤-3  

 

代替安全冷却水系の詳細については，

「リ．(２)(ⅰ)(ｂ)(ロ)２) 代替安全冷却水

系」に示す。蒸換⑪ 

 

 

 

 

 

 

セル導出設備の凝縮器及び予備凝縮器は，

設置方向を互いに異なる方向とする設計とす

ることで，地震に対して同時にその機能が損

なわれるおそれがない設計とする。蒸換⑤-1 

 

代替換気設備の塔槽類廃ガス処理設備から

セルに導出するユニット，セル導出ユニット

フィルタ，凝縮器等は，塔槽類廃ガス処理設

備と共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，弁等により隔離す

ることで，塔槽類廃ガス処理設備に対して独

立性を有する設計とする。蒸換⑤-2，水換⑤-

1 

 

上記以外の代替換気設備の常設重大事故等

対処設備の配管・弁，ダクト・ダンパ等は，

可能な限り独立性又は位置的分散を図った上

で，想定される重大事故等が発生した場合に

おける温度，放射線，荷重及びその他の使用

条件において，その機能を確実に発揮できる

設計とする。蒸換⑤-3，水換⑤-2 

 

 

 

 代替セル排気系の可搬型排風機は，建屋換

気設備の排風機と共通要因によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，可搬

型排風機を代替電源設備の可搬型発電機の給

電により駆動し，代替電源設備の可搬型発電

機の運転に必要な燃料は，補機駆動用燃料補

給設備から補給が可能な設計とすることで，

多様性を有する設計とする。蒸換⑤-4，水換

⑤-3 

 

 

代替セル排気系の可搬型排風機は，代替電

源設備の可搬型発電機の給電により駆動し，

可搬型発電機の運転に必要な燃料は，補機駆

動用燃料補給設備から補給が可能な設計とす

る。◇1  

 

代替安全冷却水系の詳細については，

「9.5.2.1.2 系統構成及び主要設備」に示

す。◇1  

 

7.2.2.1.3 設計方針 

 (１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18(１)ａ．多様

性，位置的分散」に示す。◇1  

 

 セル導出設備の凝縮器及び予備凝縮器は，

設置方向を互いに異なる方向とする設計とす

ることで，地震に対して同時にその機能が損

なわれるおそれがない設計とする。◇1  

 

代替換気設備の塔槽類廃ガス処理設備から

セルに導出するユニット，セル導出ユニット

フィルタ，凝縮器等は，塔槽類廃ガス処理設

備と共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，弁等により隔離す

ることで，塔槽類廃ガス処理設備に対して独

立性を有する設計とする。◇1  

 

 

上記以外の代替換気設備の常設重大事故等

対処設備の配管・弁，ダクト・ダンパ等は，

可能な限り独立性又は位置的分散を図った上

で，想定される重大事故等が発生した場合に

おける温度，放射線，荷重及びその他の使用

条件において，その機能を確実に発揮できる

設計とする。重大事故等時の環境条件に対す

る健全性については，「7.2.2.1.3(４)環境条

件等」に記載する。◇1  

 

 代替セル排気系の可搬型排風機は，建屋換

気設備の排風機と共通要因によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，可搬

型排風機を代替電源設備の可搬型発電機の給

電により駆動し，代替電源設備の可搬型発電

機の運転に必要な燃料は，補機駆動用燃料補

給設備から補給が可能な設計とすることで，

多様性を有する設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「主配管及び経路を構成する機器

等」の指す内容は，主配管及び経路

を構成する機器，水封安全器，分離

建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器及

び分離建屋の第 1エジェクタ凝縮

器，漏えい液受皿，分離建屋の第 1

供給槽及び第 2供給槽であり添付書

類で示す。 

【「等」の解説】 

「塔槽類廃ガス処理設備からセルに

導出するユニット，セル導出ユニッ

トフィルタ，凝縮器等」の指す内容

は，塔槽類廃ガス処理設備からセル

に導出するユニット，セル導出ユニ

ットフィルタ，凝縮器，予備凝縮

器，高レベル廃液ガラス固化建屋の

気液分離器及び前処理建屋の主排気

筒へ排出するユニットであり添付書

類で示すため当該箇所では許可の記

載を用いた。 

【「等」の解説】 

「弁等」は，代替換気設備と塔槽類

廃ガス処理設備の隔離方法の総称と

して示した記載であることから許可

の記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化。 

（以下同じ） 
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代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィ

ルタ等は，共通要因によって建屋換気設備又

は代替換気設備の常設重大事故等対処設備と

同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

うに，故障時バックアップも含めて必要な数

量を建屋換気設備又は代替換気設備の常設重

大事故等対処設備が設置される建屋から 100m

以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに

保管するとともに，対処を行う建屋にも保管

することで位置的分散を図る設計とする。ま

た，屋外に設置する主排気筒からも 100m 以上

の離隔距離を確保する設計とする。対処を行

う建屋内に保管する場合は建屋換気設備又は

代替換気設備の常設重大事故等対処設備が設

置される場所と異なる場所に保管することで

位置的分散を図る設計とする。蒸換⑤-5，水

換⑤-4 

 

 

 

 

代替換気設備の主配管等は，弁等の操作に

よって安全機能を有する施設として使用する

系統構成から重大事故等対処設備としての系

統構成とすることにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。蒸換⑥-1，水換⑥-

1 

 

 代替換気設備の塔槽類廃ガス処理設備から

セルに導出するユニット，セル導出ユニット

フィルタ，凝縮器等は，重大事故等発生前(通

常時)の離隔若しくは分離された状態から弁等

の操作や接続により重大事故等対処設備とし

ての系統構成とすることにより，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。蒸換⑥-2，

水換⑥-2 

 

 代替セル排気系の可搬型排風機は，回転体

が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。蒸換⑥-3，水換

⑥-3 

 

屋外に保管する代替換気設備の可搬型フィ

ルタ等は，竜巻により飛来物とならないよう

必要に応じて固縛等の措置をとることで他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。蒸換

⑥-4，水換⑥-4 

 

 

 

代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィ

ルタ等は，建屋換気設備又は代替換気設備の

常設重大事故等対処設備と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

うに，故障時バックアップも含めて必要な数

量を建屋換気設備又は代替換気設備の常設重

大事故等対処設備が設置される建屋から 100

ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリア

に保管するとともに，対処を行う建屋にも保

管することで位置的分散を図る。また，屋外

に設置する主排気筒からも 100ｍ以上の離隔

距離を確保する。対処を行う建屋内に保管す

る場合は建屋換気設備又は代替換気設備の常

設重大事故等対処設備が設置される場所と異

なる場所に保管することで位置的分散を図

る。蒸換⑤-5，水換⑤-4 

 

 

 

 

 

代替換気設備の配管・弁，ダクト・ダンパ

等は，弁等の操作によって安全機能を有する

施設として使用する系統構成から重大事故等

対処設備としての系統構成とすることによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。蒸換⑥-1，水換⑥-1 

 

代替換気設備の塔槽類廃ガス処理設備から

セルに導出するユニット，セル導出ユニット

フィルタ，凝縮器等は，重大事故等発生前

（通常時）の離隔若しくは分離された状態か

ら弁等の操作や接続により重大事故等対処設

備としての系統構成とすることにより，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。蒸換

⑥-2，水換⑥-2 

 

 

 

 

 

 

屋外に保管する代替換気設備の可搬型フィ

ルタ等は，竜巻により飛来物とならないよう

必要に応じて固縛等の措置をとることで他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。蒸換

⑥-4，水換⑥-4 

 

 

 

代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィ

ルタ等は，建屋換気設備又は代替換気設備の

常設重大事故等対処設備と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

うに，故障時バックアップも含めて必要な数

量を建屋換気設備又は代替換気設備の常設重

大事故等対処設備が設置される建屋から 100

ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリア

に保管するとともに，対処を行う建屋にも保

管することで位置的分散を図る。また，屋外

に設置する主排気筒からも 100ｍ以上の離隔

距離を確保する。対処を行う建屋内に保管す

る場合は建屋換気設備又は代替換気設備の常

設重大事故等対処設備が設置される場所と異

なる場所に保管することで位置的分散を図

る。◇1  

 

 (２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18(１)ｂ．悪影

響防止」に示す。◇1  

 

代替換気設備の配管・弁，ダクト・ダンパ

等は，弁等の操作によって安全機能を有する

施設として使用する系統構成から重大事故等

対処設備としての系統構成とすることによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。◇1  

 

代替換気設備の塔槽類廃ガス処理設備から

セルに導出するユニット，セル導出ユニット

フィルタ，凝縮器等は，重大事故等発生前

（通常時）の離隔若しくは分離された状態か

ら弁等の操作や接続により重大事故等対処設

備としての系統構成とすることにより，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。◇1  

 

 

代替セル排気系の可搬型排風機は，回転体

が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。蒸換⑥-3，水換

⑥-3 

 

屋外に保管する代替換気設備の可搬型フィ

ルタ等は，竜巻により飛来物とならないよう

必要に応じて固縛等の措置をとることで他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。◇1  

 

 

 (３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18(２) 個数及

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

【「等」の解説】 

「可搬型排風機，可搬型フィルタ等」の指す

内容は，可搬型排風機，可搬型フィルタ，可

搬型ダクト，可搬型建屋内ホース，分離建屋

の可搬型配管，高レベル廃液ガラス固化建屋

の可搬型配管及び高レベル廃液ガラス固化建

屋の可搬型デミスタであり添付書類で示すた

め当該箇所では許可の記載を用いた。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わせ，記載の語尾を

統一。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「屋外に保管する代替換気設備の可搬型フ

ィルタ等」の指す内容は，可搬型フィル

タ，可搬型ダクト，可搬型建屋内ホース，

分離建屋の可搬型配管，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋の可搬型配管，可搬型排風機及

び高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型デ

ミスタであり添付書類で示すため当該箇所

では許可の記載を用いた。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「固縛等」とは設備を固定する手段の総称

として示した記載であることから許可の記

載を用いた。 

【「等」の解説】 

「弁等の操作」の指す内容は，保安規定で示

すため当該箇所では許可の記載を用いた。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出す

るユニット，セル導出ユニットフィルタ，

凝縮器等」の指す内容は，塔槽類廃ガス処

理設備からセルに導出するユニット，セル

導出ユニットフィルタ，凝縮器，予備凝縮

器，高レベル廃液ガラス固化建屋の気液分

離器，凝縮液の回収に使用する主配管等及

び前処理建屋の主排気筒へ排出するユニッ

トであり添付書類で示すため当該箇所では

許可の記載を用いた。  
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セル導出設備の凝縮器等は，想定される重

大事故等時において，「冷却機能の喪失によ

る蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包す

る溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮し，

蒸気に同伴する水素掃気空気等の非凝縮性の

気体の温度を 50℃以下とするために必要な伝

熱面積を有し，十分な除熱能力を発揮する設

計とする。また，必要数及び予備を含め十分

な基数を確保する設計とする。蒸換⑦-1 

 

 

 

 

 

 

 

代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却機

能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解によ

り発生する水素による爆発の発生時におい

て，放射性エアロゾルを代替セル排気系の可

搬型フィルタで除去しつつ，主排気筒を介し

て，大気中に放出するために必要な排気風量

を有する設計とするとともに，保有数は，必

要数並びに予備として故障時及び保守点検に

よる待機除外時のバックアップを含め十分な

台数を確保する設計とする。蒸換⑦-2，水換

⑦-1 

 

 

 

 

 

セル導出ユニットフィルタの保有数は，必

要数及び予備を含め十分な基数を確保し，代

替セル排気系の可搬型フィルタの保有数は，

必要数及び予備を含め十分な基数を確保する

設計とする。蒸換⑦-3，水換⑦-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セル導出設備の凝縮器等は，想定される重

大事故等時において，「冷却機能の喪失によ

る蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包す

る溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮し，

蒸気に同伴する水素掃気空気等の非凝縮性の

気体の温度を 50℃以下とするために必要な伝

熱面積を有する設計とするとともに，前処理

建屋に対して１基，分離建屋に対して２基，

精製建屋に対して１基，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋に対して１基及び高レベル廃

液ガラス固化建屋に対して１基の運転によ

り，【□2 】十分な除熱能力を発揮する設計と

する。また，必要数６基に加え，【□2 】予備

を５基，合計 11 基以上【□2 】を確保する。蒸

換⑦-1 

 

代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却機

能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解によ

り発生する水素による爆発の発生時におい

て，放射性エアロゾルを代替セル排気系の可

搬型フィルタで除去しつつ，主排気筒を介し

て，大気中に放出するために必要な排気風量

を有する設計とするとともに，保有数は，必

要数として前処理建屋に対して１台，分離建

屋に対して１台，精製建屋に対して１台，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋に対して１

台及び高レベル廃液ガラス固化建屋に対して

１台の合計５台，【□2 】予備として故障時及

び保守点検による待機除外時のバックアップ

を６台の合計 11 台以上【□2 】を確保する。蒸

換⑦-2，水換⑦-1 

 

また，セル導出ユニットフィルタの保有数

は，必要数として前処理建屋に対して１基，

分離建屋に対して１基，精製建屋に対して１

基，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に対

して１基及び高レベル廃液ガラス固化建屋に

対して１基の合計５基，【□2 】予備として５

基の合計 10 基以上【□2 】を確保し，代替セル

排気系の可搬型フィルタの保有数は，必要数

として前処理建屋に対して２基，分離建屋に

対して２基，精製建屋に対して２基，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋に対して２基

及び高レベル廃液ガラス固化建屋に対して２

基の合計 10 基，【□2 】予備として 10 基の合

計 20 基以上【□2 】を確保する。蒸換⑦-3，水

換⑦-2 

 

び容量」に示す。◇1  

 

セル導出設備の凝縮器等は，想定される重

大事故等時において，「冷却機能の喪失によ

る蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包す

る溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮し，

蒸気に同伴する水素掃気空気等の非凝縮性の

気体の温度を 50℃以下とするために必要な伝

熱面積を有する設計とするとともに，前処理

建屋に対して１基，分離建屋に対して２基，

精製建屋に対して１基，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋に対して１基及び高レベル廃

液ガラス固化建屋に対して１基の運転によ

り，十分な除熱能力を発揮する設計とする。

また，必要数６基に加え，予備を５基，合計

11 基以上を確保する。◇1  

 

 

代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却機

能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解によ

り発生する水素による爆発の発生時におい

て，放射性エアロゾルを代替セル排気系の可

搬型フィルタで除去しつつ，主排気筒を介し

て，大気中に放出するために必要な排気風量

を有する設計とするとともに，保有数は，必

要数として前処理建屋に対して１台，分離建

屋に対して１台，精製建屋に対して１台，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋に対して１

台及び高レベル廃液ガラス固化建屋に対して

１台の合計５台，予備として故障時及び保守

点検による待機除外時のバックアップを６台

の合計 11 台以上を確保する。◇1  

 

 

また，セル導出ユニットフィルタの保有数

は，必要数として前処理建屋に対して１基，

分離建屋に対して１基，精製建屋に対して１

基，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に対

して１基及び高レベル廃液ガラス固化建屋に

対して１基の合計５基，予備として５基の合

計 10 基以上を確保し，代替セル排気系の可搬

型フィルタの保有数は，必要数として前処理

建屋に対して２基，分離建屋に対して２基，

精製建屋に対して２基，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋に対して２基及び高レベル廃

液ガラス固化建屋に対して２基の合計 10 基，

予備として 10 基の合計 20 基以上を確保す

る。◇1  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【「等」の解説】 

「凝縮器等」の指す内容は，凝縮器，予

備凝縮器，分離建屋の高レベル廃液濃縮

缶凝縮器及び分離建屋の第 1エジェクタ

凝縮器であり添付書類で示すため当該箇

所では許可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「水素掃気空気等の非凝縮性の気体」

は，非凝縮性の気体の総称として示した

記載であることから許可の記載を用い

た。 

【許可からの変更点】 

仕様表対象機器の仕様は仕様表で示すた

め，基本設計方針では「十分な台数」又

は「十分な基数」と記載した。 

（以下同じ） 
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代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却機

能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解によ

り発生する水素による爆発で同時に要求され

る複数の機能に必要な排気風量を有する設計

とし，兼用できる設計とする。蒸換⑦-4，水

換⑦-3 

 

 セル導出設備のセル導出ユニットフィルタ

及び代替セル排気系の可搬型フィルタは，冷

却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解

により発生する水素による爆発で同時に要求

される複数の機能に必要な処理容量を有する

設計とし，兼用できる設計とする。蒸換⑦-

5，水換⑦-4 

 

代替換気設備は，塔槽類廃ガス処理設備及

び建屋換気設備に対して，重大事故等への対

処に必要な設備を 1セット確保する設計とす

る。蒸換⑦-6，水換⑦-5 

 

 

 

 

 

 代替換気設備の常設重大事故等対処設備

は，同時に発生するおそれがある冷却機能の

喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発

生する水素による爆発による温度，圧力，湿

度，放射線及び荷重に対して，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。蒸換⑧-1，水換⑧-1 

 

 セル導出設備の常設重大事故等対処設備

は，「放射線分解により発生する水素による

爆発」の発生を仮定する機器における水素濃

度ドライ換算 12vol%での水素爆発に伴う瞬間

的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮して

も，放射性物質の閉じ込め機能(放出経路の維

持機能)を損なわない設計とする。蒸換⑧-2，

水換⑧-2 

 

 地震を要因として発生した場合に対処に用

いる代替換気設備の常設重大事故等対処設備

は，第 1章 共通項目の「9.2 重大事故等対

処設備」の「9.2.6 地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計

とすることで重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。蒸換⑧-3，水換

⑧-3 

 

代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却機

能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解によ

り発生する水素による爆発で同時に要求され

る複数の機能に必要な排気風量を有する設計

とし，兼用できる設計とする。蒸換⑦-4，水

換⑦-3 

 

セル導出設備のセル導出ユニットフィルタ

及び代替セル排気系の可搬型フィルタは，冷

却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解

により発生する水素による爆発で同時に要求

される複数の機能に必要な処理容量を有する

設計とし，兼用できる設計とする。蒸換⑦-

5，水換⑦-4 

 

代替換気設備は，塔槽類廃ガス処理設備及

び建屋換気設備に対して，重大事故等への対

処に必要な設備を１セット確保する。蒸換⑦-

6，水換⑦-5 

 

 

 

 

 

代替換気設備の常設重大事故等対処設備

は，同時に発生するおそれがある冷却機能の

喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発

生する水素による爆発による温度，圧力及び

湿度に対して，機能を損なわない設計とす

る。蒸換⑧-1，水換⑧-1 

 

 

セル導出設備の常設重大事故等対処設備

は，「放射線分解により発生する水素による

爆発」の発生を仮定する機器における水素濃

度ドライ換算 12ｖｏｌ％での水素爆発に伴う

瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮

しても，機能を損なわない設計とする。蒸換

⑧-2，水換⑧-2 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処に用

いる代替換気設備の常設重大事故等対処設備

は，「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。蒸換⑧-3，水換⑧-3 

 

 

 

代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却機

能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解によ

り発生する水素による爆発で同時に要求され

る複数の機能に必要な排気風量を有する設計

とし，兼用できる設計とする。◇1  

 

 

セル導出設備のセル導出ユニットフィルタ

及び代替セル排気系の可搬型フィルタは，冷

却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解

により発生する水素による爆発で同時に要求

される複数の機能に必要な処理容量を有する

設計とし，兼用できる設計とする。◇1  

 

 

代替換気設備は，塔槽類廃ガス処理設備及

び建屋換気設備に対して，重大事故等への対

処に必要な設備を１セット確保する。◇1  

 

 

 (４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18(３) 環境条

件等」に示す。◇1  

 

代替換気設備の常設重大事故等対処設備

は，同時に発生するおそれがある冷却機能の

喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発

生する水素による爆発による温度，圧力及び

湿度に対して，機能を損なわない設計とす

る。◇1  

 

 

セル導出設備の常設重大事故等対処設備

は，「放射線分解により発生する水素による

爆発」の発生を仮定する機器における水素濃

度ドライ換算 12ｖｏｌ％での水素爆発に伴う

瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮

しても，機能を損なわない設計とする。◇1  

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処に用

いる代替換気設備の常設重大事故等対処設備

は，「1.7.18(５) 地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計

とすることでその機能を損なわない設計とす

る。◇1  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【許可からの変更点】 

機能の明確化。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化。 
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 代替換気設備の常設重大事故等対処設備

は，外部からの衝撃による損傷を防止できる

前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液

ガラス固化建屋に設置し，風(台風)等により

重大事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。蒸換⑧-4，水換⑧-4 

 

代替換気設備の常設重大事故等対処設備の

うち，建屋外に設置する代替セル排気系の主

配管等及び主排気筒は，風(台風)，竜巻，積

雪及び火山の影響に対して，風(台風)及び竜

巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物に

よる積載荷重により重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。蒸換⑧-

5，水換⑧-5 

 

代替換気設備の常設重大事故等対処設備及

び常設重大事故等対処設備と可搬型重大事故

等対処設備の接続口は，溢水量及び化学薬品

の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへ

の設置，被水防護及び被液防護する設計とす

る。蒸換⑧-6，水換⑧-6 

 

 代替換気設備の常設重大事故等対処設備

は，配管の全周破断に対して，適切な材料を

使用すること又は影響を受けない場所に設置

することにより，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体(溶液，有機溶媒等)により重

大事故等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。蒸換⑧-7，水換⑧-7 

 

 代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィ

ルタ等は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベ

ル廃液ガラス固化建屋に保管し，風(台風)等

により重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。蒸換⑧-8，水換⑧-8 

 

 代替換気設備の可搬型排風機は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる外部保管エリ

アの保管庫に保管し，風(台風)等により重大

事故等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。蒸換⑧-9，水換⑧-9 

 

屋外に保管する代替換気設備の可搬型フィ

ルタ等は，風(台風)及び竜巻に対して，風(台

風)及び竜巻による風荷重を考慮し，収納する

コンテナ等に対して転倒防止，固縛等の措置

代替換気設備の常設重大事故等対処設備

は，外部からの衝撃による損傷を防止できる

前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液

ガラス固化建屋に設置し，風（台風）等によ

り機能を損なわない設計とする。蒸換⑧-4，

水換⑧-4 

 

代替換気設備の常設重大事故等対処設備の

うち，建屋外に設置する代替セル排気系のダ

クト・ダンパ及び主排気筒は，風（台風），

竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風（台

風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降

下火砕物による積載荷重により機能を損なわ

ない設計とする。蒸換⑧-5，水換⑧-5 

 

 

代替換気設備の常設重大事故等対処設備及

び常設重大事故等対処設備と可搬型重大事故

等対処設備の接続口は，溢水量及び化学薬品

の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへ

の設置，被水防護及び被液防護する設計とす

る。蒸換⑧-6，水換⑧-6 

 

代替換気設備の常設重大事故等対処設備

は，配管の全周破断に対して，適切な材料を

使用すること又は影響を受けない場所に設置

することにより，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により

機能を損なわない設計とする。蒸換⑧-7，水

換⑧-7 

 

代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィ

ルタ等は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベ

ル廃液ガラス固化建屋に保管し，風（台風）

等により機能を損なわない設計とする。蒸換

⑧-8，水換⑧-8 

 

代替換気設備の可搬型排風機は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる外部保管エリ

アの保管庫に保管し，風（台風）等により機

能を損なわない設計とする。蒸換⑧-9，水換

⑧-9 

 

屋外に保管する代替換気設備の可搬型フィ

ルタ等は，風（台風）及び竜巻に対して，風

（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，収

納するコンテナ等に対して転倒防止，固縛等

代替換気設備の常設重大事故等対処設備

は，外部からの衝撃による損傷を防止できる

前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液

ガラス固化建屋に設置し，風（台風）等によ

り機能を損なわない設計とする。◇1  

 

 

代替換気設備の常設重大事故等対処設備の

うち，建屋外に設置する代替セル排気系のダ

クト・ダンパ及び主排気筒は，風（台風），

竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風（台

風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降

下火砕物による積載荷重により機能を損なわ

ない設計とする。◇1  

 

 

代替換気設備の常設重大事故等対処設備及

び常設重大事故等対処設備と可搬型重大事故

等対処設備の接続口は，溢水量及び化学薬品

の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへ

の設置，被水防護及び被液防護する設計とす

る。◇1  

 

代替換気設備の常設重大事故等対処設備

は，配管の全周破断に対して，適切な材料を

使用すること又は影響を受けない場所に設置

することにより，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により

機能を損なわない設計とする。◇1  

 

 

代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィ

ルタ等は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベ

ル廃液ガラス固化建屋に保管し，風（台風）

等により機能を損なわない設計とする。◇1  

 

 

代替換気設備の可搬型排風機は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる外部保管エリ

アの保管庫に保管し，風（台風）等により機

能を損なわない設計とする。◇1  

 

 

屋外に保管する代替換気設備の可搬型フィ

ルタ等は，風（台風）及び竜巻に対して，風

（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，収

納するコンテナ等に対して転倒防止，固縛等

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【「等」の解説】 

「腐食性の液体（溶液，有機溶

媒等）」とは，許可において各

施設で取扱う対象として記載し

ている放射性物質を含む腐食性

の液体の総称として示した記載

であることから許可の記載を用

いた。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「コンテナ等」とは屋外に保管

する可搬型重大事故等対処設備

を収納するための手段のうち，

保管庫以外の手段の総称として

示した記載であることから許可

の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「転倒防止，固縛等」とは設備

を固定する手段の総称として示

した記載であることから許可の

記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「風（台風）等」の指す内容は，第

36 条の基本設計方針において具体化

されている風（台風），竜巻，凍結，

高温，降水，積雪及び火山の影響等で

あり，考慮する事象の総称として示し

た記載であることから許可の記載を用

いた。 

（以下同じ） 
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を講じて保管する設計とする。蒸換⑧-10，水

換⑧-10 

 

地震を要因として発生した場合に対処に用

いる代替セル排気系の可搬型排風機は，第 1

章 共通項目の「9.2 重大事故等対処設備」

の「9.2.6 地震を要因とする重大事故等に対

する施設の耐震設計」に基づく設計とするこ

とで重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。蒸換⑧-11，水換⑧-11 

 

 代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備

は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの保管，被水防護

及び被液防護する設計とする。蒸換⑧-12，水

換⑧-12 

 

 代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備

は，内部発生飛散物の影響を考慮し，前処理

建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固

化建屋及び外部保管エリアの内部発生飛散物

の影響を受けない場所に保管することによ

り，重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。蒸換⑧-13，水換⑧-13 

 

 代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備

は，配管の全周破断に対して，漏えいした放

射性物質を含む腐食性の液体(溶液，有機溶媒

等)の影響を受けない材質とすること又は漏え

い量を考慮した位置に保管することにより，

重大事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。蒸換⑧-14，水換⑧-14 

 

 代替換気設備の弁，ダンパ等の操作は，想

定される重大事故等が発生した場合において

も操作に支障がないように，線量率の高くな

るおそれの少ない場所の選定又は当該設備の

設置場所への遮蔽の設置等により当該設備の

設置場所で操作可能な設計とする。蒸換⑧-

15，水換⑧-15 

 

 代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備

は，想定される重大事故等が発生した場合に

おいても設置及び常設設備との接続に支障が

ないように，線量率の高くなるおそれの少な

い場所の選定又は当該設備の設置場所への遮

蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作

可能な設計により，当該設備の設置及び常設

設備との接続が可能な設計とする。蒸換⑧-

の措置を講じて保管する設計とする。蒸換⑧-

10，水換⑧-10 

 

地震を要因として発生した場合に対処に用

いる代替セル排気系の可搬型排風機は，

「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 地震を要因とする

重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわない設

計とする。蒸換⑧-11，水換⑧-11 

 

 

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備

は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの保管，被水防護

及び被液防護する設計とする。蒸換⑧-12，水

換⑧-12 

 

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備

は，内部発生飛散物の影響を考慮し，前処理

建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固

化建屋及び外部保管エリアの内部発生飛散物

の影響を受けない場所に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。蒸換⑧-

13，水換⑧-13 

 

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備

は，配管の全周破断に対して，漏えいした放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶

媒等）の影響を受けない材質とすること又は

漏えい量を考慮した位置又は構造，被液防護

等の措置を講じて保管することにより，機能

を損なわない設計とする。蒸換⑧-14，水換⑧

-14 

代替換気設備の弁，ダンパ等の操作は，想

定される重大事故等が発生した場合において

も操作に支障がないように，線量率の高くな

るおそれの少ない場所の選定又は当該設備の

設置場所への遮蔽の設置等により当該設備の

設置場所で操作可能な設計とする。蒸換⑧-

15，水換⑧-15 

 

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備

は，想定される重大事故等が発生した場合に

おいても設置及び常設設備との接続に支障が

ないように，線量率の高くなるおそれの少な

い場所の選定又は当該設備の設置場所への遮

蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作

可能な設計により，当該設備の設置及び常設

設備との接続が可能な設計とする。蒸換⑧-

の措置を講じて保管する設計とする。◇1  

 

 

地震を要因として発生した場合に対処に用

いる代替セル排気系の可搬型排風機は，

「1.7.18(５) 地震を要因とする重大事故等

に対する施設の耐震設計」に基づく設計とす

ることでその機能を損なわない設計とする。

◇1  

 

 

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備

は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの保管，被水防護

及び被液防護する設計とする。◇1  

 

 

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備

は，内部発生飛散物の影響を考慮し，前処理

建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固

化建屋及び外部保管エリアの内部発生飛散物

の影響を受けない場所に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。◇1  

 

 

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備

は，配管の全周破断に対して，漏えいした放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶

媒等）の影響を受けない材質とすること又は

漏えい量を考慮した位置又は構造，被液防護

等の措置を講じて保管することにより，機能

を損なわない設計とする。◇1  

 

代替換気設備の弁，ダンパ等の操作は，想

定される重大事故等が発生した場合において

も操作に支障がないように，線量率の高くな

るおそれの少ない場所の選定又は当該設備の

設置場所への遮蔽の設置等により当該設備の

設置場所で操作可能な設計とする。◇1  

 

 

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備

は，想定される重大事故等が発生した場合に

おいても設置及び常設設備との接続に支障が

ないように，線量率の高くなるおそれの少な

い場所の選定又は当該設備の設置場所への遮

蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作

可能な設計により，当該設備の設置及び常設

設備との接続が可能な設計とする。◇1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【許可からの変更点】 

機能を損なわないための設計の

明確化 

【「等」の解説】 

「弁，ダンパ等の操作」の指す内

容は，保安規定で示すため当該箇

所では許可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「遮蔽の設置等」の指す内容は，

放射線の影響対策の総称として示

した記載であり保安規定で示すた

め当該箇所では許可の記載を用い

た。 

（以下同じ） 
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16，水換⑧-16 

 

 塔槽類廃ガス処理設備からセル導出経路へ

の切替えは，弁の手動操作又は弁の手動操作

と可搬型ダクトによるセル導出経路の構築と

し，重大事故等が発生した場合において，当

該設置場所で操作できる設計とする。蒸換⑧-

17，水換⑧-17 

 

 建屋換気設備のセルからの排気系から代替

セル排気系への切替えは，ダンパの手動操作

と可搬型ダクトによる経路の構築とし，重大

事故等が発生した場合において，当該設置場

所で操作できる設計とする。蒸換⑧-18，水換

⑧-18 

 

 塔槽類廃ガス処理設備からセル導出経路へ

の切替えは，弁の手動操作又は弁の手動操作

と可搬型ダクトによるセル導出経路の構築と

し，重大事故等が発生した場合において，操

作及び作業できる設計とする。蒸換⑧-19，水

換⑧-19 

 

 建屋換気設備のセルからの排気系から代替

セル排気系への切替えは，弁等の手動操作と

可搬型ダクトによる経路の構築とし，重大事

故等が発生した場合において，操作及び作業

できる設計とする。蒸換⑧-20，水換⑧-20 

  

 

 

 

 

 代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィ

ルタ，可搬型ダクト等と代替換気設備の常設

重大事故等対処設備との接続は，一般的に使

用される工具を用いて接続可能なコネクタ接

続又はフランジ接続に統一することにより，

速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可

能な設計とする。蒸換⑨-1，水換⑨-1 

 

 セル導出設備は，通常時に使用する系統か

ら速やかに切り替えることができるよう，系

統に必要な弁等を設ける設計とし，弁の手動

操作又は弁の手動操作と可搬型ダクトによる

セル導出経路の構築により，安全機能を有す

る施設の系統から重大事故等対処設備の系統

に速やかに切り替えられる設計とする。蒸換

⑨-2，水換⑨-2 

 

16，水換⑧-16 

 

塔槽類廃ガス処理設備からセル導出経路へ

の切替えは，弁の手動操作又は弁の手動操作

と可搬型ダクトによるセル導出経路の構築と

し，重大事故等が発生した場合において，当

該設置場所で操作できる設計とする。蒸換⑧-

17，水換⑧-17 

 

建屋換気設備のセルからの排気系から代替

セル排気系への切替えは，ダンパの手動操作

と可搬型ダクトによる経路の構築とし，重大

事故等が発生した場合において，当該設置場

所で操作できる設計とする。蒸換⑧-18，水換

⑧-18 

 

塔槽類廃ガス処理設備からセル導出経路へ

の切替えは，弁の手動操作又は弁の手動操作

と可搬型ダクトによるセル導出経路の構築と

し，重大事故等が発生した場合において，操

作及び作業できる設計とする。蒸換⑧-19，水

換⑧-19 

 

建屋換気設備のセルからの排気系から代替

セル排気系への切替えは，弁等の手動操作と

可搬型ダクトによる経路の構築とし，重大事

故等が発生した場合において，操作及び作業

できる設計とする。蒸換⑧-20，水換⑧-20 

 

 

 

 

 

代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィ

ルタ，可搬型ダクト等と代替換気設備の常設

重大事故等対処設備との接続は，一般的に使

用される工具を用いて接続可能なコネクタ接

続又はフランジ接続に統一することにより，

速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可

能な設計とする。蒸換⑨-1，水換⑨-1 

 

セル導出設備は，通常時に使用する系統か

ら速やかに切り替えることができるよう，系

統に必要な弁等を設ける設計とし，弁の手動

操作又は弁の手動操作と可搬型ダクトによる

セル導出経路の構築により，安全機能を有す

る施設の系統から重大事故等対処設備の系統

に速やかに切り替えられる設計とする。蒸換

⑨-2，水換⑨-2 

 

 

 

塔槽類廃ガス処理設備からセル導出経路へ

の切替えは，弁の手動操作又は弁の手動操作

と可搬型ダクトによるセル導出経路の構築と

し，重大事故等が発生した場合において，当

該設置場所で操作できる設計とする。◇1  

 

 

建屋換気設備のセルからの排気系から代替

セル排気系への切替えは，ダンパの手動操作

と可搬型ダクトによる経路の構築とし，重大

事故等が発生した場合において，当該設置場

所で操作できる設計とする。◇1  

 

 

塔槽類廃ガス処理設備からセル導出経路へ

の切替えは，弁の手動操作又は弁の手動操作

と可搬型ダクトによるセル導出経路の構築と

し，重大事故等が発生した場合において，操

作及び作業できる設計とする。◇1  

 

 

建屋換気設備のセルからの排気系から代替

セル排気系への切替えは，弁等の手動操作と

可搬型ダクトによる経路の構築とし，重大事

故等が発生した場合において，操作及び作業

できる設計とする。◇1  

 

 (５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18(４)ａ．操作

性の確保」に示す。◇1  

 

代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィ

ルタ，可搬型ダクト等と代替換気設備の常設

重大事故等対処設備との接続は，一般的に使

用される工具を用いて接続可能なコネクタ接

続又はフランジ接続に統一することにより，

速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可

能な設計とする。◇1  

 

セル導出設備は，通常時に使用する系統か

ら速やかに切り替えることができるよう，系

統に必要な弁等を設ける設計とし，弁の手動

操作又は弁の手動操作と可搬型ダクトによる

セル導出経路の構築により，安全機能を有す

る施設の系統から重大事故等対処設備の系統

に速やかに切り替えられる設計とする。◇1  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【「等」の解説】 

「可搬型排風機，可搬型フィル

タ，可搬型ダクト等」とは，常設

重大事故等対処設備と接続する可

搬型重大事故等対処設備の総称と

して示した記載であることから許

可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「通常時に使用する系統から速

やかに切り替えることができる

よう，系統に必要な弁等」の指

す内容は，系統の切替えに必要

な設備の総称として示した記載

であることから許可の記載を用

いた。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「弁等の手動操作」の指す内容

は，保安規定で示すため当該箇所

では許可の記載を用いた。 

（以下同じ） 
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 代替セル排気系は，通常時に使用する系統

から速やかに切り替えることができるよう，

系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の

手動操作と可搬型ダクトによる経路の構築に

より，安全機能を有する施設の系統から重大

事故等対処設備の系統に速やかに切り替えら

れる設計とする。蒸換⑨-3，水換⑨-3 

 

 代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備

は，容易かつ確実に接続でき，複数の系統が

相互に使用することができるよう，配管・ダ

クト・ホースは口径並びに内部流体の圧力及

び温度に応じたフランジ接続又はより簡便な

接続方式を用い，ケーブルはネジ接続又はよ

り簡便な接続方式を用いる設計とする。蒸換

⑨-4，水換⑨-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

代替セル排気系の可搬型排風機は，通常時

において，重大事故等に対処するために必要

な機能を確認するため，独立して外観点検，

員数確認，性能確認等が可能な設計とすると

ともに，分解又は取替えが可能な設計とす

る。蒸換⑩-1，水換⑩-1 

 

代替セル排気系の可搬型排風機は，運転状

態の確認及び外観の確認が可能な設計とす

る。蒸換⑩-2，水換⑩-2 

 

代替換気設備の接続口は，外観の確認が可

能な設計とする。蒸換⑩-3，水換⑩-3 

 

 

 

 

 

 

 

代替セル排気系は，通常時に使用する系統

から速やかに切り替えることができるよう，

系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の

手動操作と可搬型ダクトによる経路の構築に

より，安全機能を有する施設の系統から重大

事故等対処設備の系統に速やかに切り替えら

れる設計とする。蒸換⑨-3，水換⑨-3 

 

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備

は，容易かつ確実に接続でき，複数の系統が

相互に使用することができるよう，配管・ダ

クト・ホースは口径並びに内部流体の圧力及

び温度に応じたフランジ接続又はより簡便な

接続方式を用い，ケーブルはネジ接続又はよ

り簡便な接続方式を用いる設計とする。蒸換

⑨-4，水換⑨-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替セル排気系の可搬型排風機は，再処理

施設の運転中又は停止中に独立して外観点

検，員数確認，性能確認等が可能な設計とす

るとともに，分解又は取替えが可能な設計と

する。蒸換⑩-1，水換⑩-1 

 

 

代替セル排気系の可搬型排風機は，運転状

態の確認及び外観の確認が可能な設計とす

る。蒸換⑩-2，水換⑩-2 

 

代替換気設備の接続口は，外観の確認が可

能な設計とする。蒸換⑩-3，水換⑩-3 

 

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類  

(ｂ) 重大事故等対処設備 

(イ) 代替換気設備 

１） セル導出設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

配管・弁（設計基準対象の施設と兼用（第

代替セル排気系は，通常時に使用する系統

から速やかに切り替えることができるよう，

系統に必要な弁等を設ける設計とし，弁等の

手動操作と可搬型ダクトによる経路の構築に

より，安全機能を有する施設の系統から重大

事故等対処設備の系統に速やかに切り替えら

れる設計とする。◇1  

 

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備

は，容易かつ確実に接続でき，複数の系統が

相互に使用することができるよう，配管・ダ

クト・ホースは口径並びに内部流体の圧力及

び温度に応じたフランジ接続又はより簡便な

接続方式を用い，ケーブルはネジ接続又はよ

り簡便な接続方式を用いる設計とする。◇1  

 

 

7.2.2.1.4 主要設備の仕様 

代替換気設備の主要設備の仕様を第 7.2－31

表(1)に，代替換気設備に関連するその他設備

の概略仕様を第 7.2－31 表(4)～第 7.2－31 表

(8)に，代替換気設備による対応に関する設備

の系統概要図を第 7.2－37 図及び第 7.2－38

図に，機器及び接続口配置概要図を第 7.2－

39 図及び第 7.2－40 図に示す。◇2  

  

7.2.2.1.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18(４)ｂ．試

験・検査性」に示す。◇1  

 

代替セル排気系の可搬型排風機は，再処理

施設の運転中又は停止中に独立して外観点

検，員数確認，性能確認等が可能な設計とす

るとともに，分解又は取替えが可能な設計と

する。◇1  

 

 

代替セル排気系の可搬型排風機は，運転状

態の確認及び外観の確認が可能な設計とす

る。◇1  

 

代替換気設備の接続口は，外観の確認が可

能な設計とする。◇1  

 

 

第 7.2－31 表(1) 代替換気設備の主要設備の

仕様 

(１) セル導出設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．配管・弁（設計基準対象の施設と兼用

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【「等」の解説】 

「外観点検，員数確認，性能確認

等」とは，外観点検，員数確認，

性能確認，分解点検，漏えい確

認，温度確認，異音確認，異臭確

認等の対処するために必要な機能

の確認方法の総称として示した記

載であることから許可の記載を用

いた。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化。 
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３表(2)））     ５ 系列 

ダクト・ダンパ（設計基準対象の施設と兼

用（第３表(2)））  ５ 系列 

隔離弁（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)１) 前処

理建屋塔槽類廃ガス処理設備」，「ト．

(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)２) 分離建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備」，「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)３) 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備」及び

「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)６) 高レベル廃液

ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備」と

兼用）       20 基 

水封安全器（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)１) 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備」，

「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)２) 分離建屋塔槽

類廃ガス処理設備」，「ト．

(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)３) 精製建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備」及び「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)

６) 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃

ガス処理設備」と兼用）       ４ 

基 

塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出する

ユニット       ５ 系列 

セル導出ユニットフィルタ 10 基（予備

として故障時のバックアップを５ 

基） 

粒子除去効率     99.9  ％以上

（0.3μｍＤＯＰ粒子）／段 

高レベル廃液ガラス固化建屋の気液分離器  

１ 基 

凝縮器          ５ 基（前処

理建屋１基，分離建屋１基，精製建屋１

基，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋１

基，高レベル廃液ガラス固化建屋１基） 

予備凝縮器        ４ 基（前処

理建屋１基，精製建屋１基，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋１基，高レベル廃液

ガラス固化建屋１基） 

凝縮液回収系（設計基準対象の施設と一部

兼用（第３表(2)）） ６ 系列 

分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器

（「ト．(２)(ⅱ)(ａ)  高レベル廃液処理

設備」と兼用）   １ 基      

分離建屋の第１エジェクタ凝縮器（「ト．

(２)(ⅱ)(ａ)  高レベル廃液処理設備」と

兼用）   １ 基 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生を

仮定する機器」（設計基準対象の施設と兼

用（第３表(1)）  53 基 

「放射線分解により発生する水素による爆

発の発生を仮定する機器」（設計基準対象

（第 7.2－37 図）） 

    数  量    ５系列 

ｂ．ダクト・ダンパ（設計基準対象の施設と

兼用（第 7.2－37 図）） 

    数  量    ５系列 

ｃ．隔離弁（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設

備」と兼用） 

基  数    20 

ｄ．水封安全器（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処

理設備」と兼用） 

基  数    ４ 

ｅ．塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出す

るユニット 

数  量    ５系列 

ｆ．セル導出ユニットフィルタ 

種  類    高性能粒子フィル

タ１段内蔵形 

基  数    10（５基×１段，

予備として故障時のバックアップを

５基） 

粒子除去効率  99.9％以上（0.3μ

ｍＤＯＰ粒子）／段 

容  量    約 2,500ｍ３／ｈ

／基 

ｇ．高レベル廃液ガラス固化建屋の気液分離

器 

種  類    たて置円筒型 

基  数    １ 

容  量    約 0.2ｍ３ 

主要材料    ステンレス鋼 

ｈ．凝縮器 

種  類    横置き多管式 

基  数    ５（前処理建屋１

基，分離建屋１基，精製建屋１基，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

１基，高レベル廃液ガラス固化建屋

１基） 

容  量 約 68ｋＷ（前処理 

建屋） 

約 80ｋＷ（分離建屋） 

       約 82ｋＷ（精製建屋） 

       約 20ｋＷ（ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋） 

       約 1,200ｋＷ（高レベル廃液

ガラス固化建屋） 

主要材料    ステンレス鋼 

ｉ．予備凝縮器 

種  類    横置き多管式 

基  数    ４（前処理建屋１

基，精製建屋１基，ウラン・プルト
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の施設と兼用（第４表(1)））       

49 基 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型建屋内ホース    １ 式 

前処理建屋の可搬型ダクト １ 式 

分離建屋の可搬型配管   １ 式 

高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管  

１ 式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 代替セル排気系 

［常設重大事故等対処設備］ 

ダクト・ダンパ（設計基準対象の施設と兼

用（第３表(3)））  ５ 系列 

前処理建屋の主排気筒へ排出するユニット  

ニウム混合脱硝建屋１基，高レベル

廃液ガラス固化建屋１基） 

容  量 約 68ｋＷ（前処理建屋） 

       約 82ｋＷ（精製建屋） 

       約 20ｋＷ（ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋） 

       約 1,200ｋＷ（高レベル廃液

ガラス固化建屋） 

主要材料    ステンレス鋼 

ｊ．凝縮液回収系（設計基準対象の施設と一

部兼用（第 7.2－37 図）） 

    数  量    ６系列 

ｋ．分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器

（「7.3.2.2 高レベル廃液濃縮設備」と

兼用） 

    基  数    １ 

その他の仕様は，「第 7.3－１表 

高レベル廃液濃縮設備の主要設備の

仕様」に記載する。 

ｌ． 分離建屋の第１エジェクタ凝縮器

（「7.3.2.2 高レベル廃液濃縮設備」と

兼用） 

種  類    横置き多管式 

基  数    １ 

容  量    約 330ｋＷ 

主要材料    ステンレス鋼 

ｍ．「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発

生を仮定する機器（設計基準対象の施設

と兼用）（第 7.2－31 表(2)） 

    基  数    53 

ｎ．「放射線分解により発生する水素による

爆発」の発生を仮定する機器（設計基準

対象の施設と兼用）（第 7.2－31 表(3)） 

    基  数    49 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ．可搬型建屋内ホース 

    数  量    １式 

ｂ．前処理建屋の可搬型ダクト 

    数  量    １式 

ｃ．分離建屋の可搬型配管 

    数  量    １式 

ｄ．高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配

管 

    数  量    １式 

 

(２) 代替セル排気系 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．ダクト・ダンパ（設計基準対象の施設と

兼用（第 7.2－38 図）） 

    数  量    ５系列 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十九条（冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 系列 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生を

仮定する機器」（設計基準対象の施設と兼

用（第３表(1)））53 基 

「放射線分解により発生する水素による爆

発の発生を仮定する機器」（設計基準対象

の施設と兼用（第４表(1)））       

49 基 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型ダクト       １ 式 

可搬型フィルタ      20 基（予備と

して故障時バックアップを 10 基） 

粒子除去効率   99.9 ％以上（0.3

μｍＤＯＰ粒子）／段 

可搬型排風機       11 台（予備

として故障時及び待機除外時のバックアッ

プを６台） 

容  量  約 2,400 ｍ３／ｈ／台 

高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型デミ

スタ       ８ 基（予備として故

障時バックアップを４基）□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．前処理建屋の主排気筒へ排出するユニッ

ト 

数  量    １系列 

ｃ．「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発

生を仮定する機器（設計基準対象の施設

と兼用）（第 7.2－31 表(2)） 

    基  数    53 基 

ｄ．「放射線分解により発生する水素による

爆発」の発生を仮定する機器（設計基準

対象の施設と兼用）（第 7.2－31 表(3)） 

    基  数    49 基 

 

［可搬型重大事故等対処設備] 

ａ．可搬型ダクト 

    数  量    １式 

ｂ．可搬型フィルタ 

種  類 高性能粒子フィルタ 

基  数    20（予備として故

障時のバックアップを 10 基） 

粒子除去効率  99.9％以上（0.3μ

ｍＤＯＰ粒子）／段 

容  量    約 2,500ｍ３／ｈ

／基 

ｃ．可搬型排風機 

種  類    遠心式 

台  数    11（予備として故

障時及び待機除外時バックアップを

６台） 

容  量    約 2,400ｍ３／ｈ

／台 

主要材料    ステンレス鋼 

ｄ．高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型デ

ミスタ 

基  数    ８（予備として故

障時のバックアップを４基） 

容  量    約 2,400ｍ３／ｈ

／基 

主要材料   ステンレス鋼◇3  
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別紙１② 

第三十九条（冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）及び 

第四十条（放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）（代替換気設備） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

蒸換

① 

水換

① 

セル導出に必要な設備設計 
技術基準規則（第 39 条及び第 40

条）の要求事項を受けている内容 

39 条１項３号 

40 条１項３号 
－ a,c,e 

蒸換

② 

蒸気を凝縮し，回収・貯留する

ために必要な設備設計 

技術基準規則（第 39 条）の要求事

項を受けている内容 

39 条１項３号 

39 条１項４号 
－ a,c,e 

水換

② 

水封安全器からのセル導出に

必要な設備設計 

技術基準規則（第 40 条）の要求事

項を受けている内容 

40 条１項３号 

40 条１項４号 
－ a,c,e 

蒸換

③ 

水換

③ 

放射性物質の低減（セル導出

前）に必要な設備設計 

技術基準規則（第 39 条及び第 40

条）の要求事項を受けている内容 

39 条１項３号 

39 条１項４号 

40 条１項３号 

40 条１項４号 

－ a,c,e 

蒸換

④ 

水換

④ 

放射性物質の低減に必要な設

備設計 

技術基準規則（第 39 条及び第 40

条）の要求事項を受けている内容 

39 条１項４号 

40 条 1 項４号 
－ a,c,e 

蒸換

⑤ 

水換

⑤ 

多様性，位置的分散に関する内

容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 39 条及び第 40 条）の設備

として考慮すべき特記事項 

－ 

（ 3 6 条 ２ 項 ） 

（ 3 6 条 ３ 項 ２ 号 ） 

（ 3 6 条 ３ 項 ４ 号 ） 

（ 3 6 条 ３ 項 ６ 号 ） 

－ b 

蒸換

⑥ 

水換

⑥ 

悪影響防止に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 39 条及び第 40 条）の設備

として考慮すべき特記事項 

－ 

（36 条１項６号） 
－ b 

蒸換

⑦ 

水換

⑦ 

個数及び容量に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 39 条及び第 40 条）の設備

として考慮すべき特記事項 

－ 

（36 条１項１号） 
－ a,b 

蒸換

⑧ 

水換

⑧ 

環境条件等に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 39 条及び第 40 条）の設備

として考慮すべき特記事項 

－ 

（ 3 6 条 １ 項 ２ 号 ） 

（ 3 6 条 １ 項 ７ 号 ） 

（ 3 6 条 ３ 項 ３ 号 ） 

（ 3 6 条 ３ 項 ４ 号 ） 

－ b 

蒸換

⑨ 

水換

⑨ 

操作性の確保に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 39 条及び第 40 条）の設備

として考慮すべき特記事項 

－ 

（36 条１項３号） 

（36 条１項５号） 

（36 条３項１号） 

－ b 
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（36 条３項５号） 

蒸換

⑩ 

水換

⑩ 

試験・検査の確保に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 39 条及び第 40 条）の設備

として考慮すべき特記事項 

－ 

（36 条１項４号） 
－ b 

蒸換

⑪ 

蒸発乾固への対処に使用する

設備 

蒸発乾固への対処に使用する代替

安全冷却水系に係る事項 
－ － e 

蒸換

⑫ 

水換

⑪ 

蒸発乾固及び水素爆発への対

処に使用する設備 

蒸発乾固及び水素爆発への対処に

使用する計測制御設備に係る事項 
－ － e 

蒸換

⑬ 

水換

⑫ 

蒸発乾固及び水素爆発への対

処に使用する設備 

蒸発乾固及び水素爆発への対処に

使用する代替電源設備に係る事項 
－ － e 

蒸換

⑭ 

水換

⑬ 

蒸発乾固及び水素爆発への対

処に使用する設備 

蒸発乾固及び水素爆発への対処に

使用する代替所内電源設備に係る

事項 

－ － e 

蒸換

⑮ 

水換

⑭ 

蒸発乾固及び水素爆発への対

処に使用する設備 

蒸発乾固及び水素爆発への対処に

使用する補機駆動用燃料補給設備

に係る事項 

－ － e 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  仕様表等の読み込み 
仕様表等の呼び込み場所の記載であるため，基本設計方

針に記載しない。 
－ 

□2  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

□3  
他条文で展開する事項（第 49

条） 

第 49 条「監視測定設備」にて，説明する内容であるため，

記載しない。 
－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）又は添付書 

類内の記載と重複する内容であるため，記載しない。 
－ 

◇2  仕様表等の呼び込み 
仕様表等の呼び込み場所の記載であるため，基本設計方

針に記載しない。 
－ 

◇3  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

b Ⅵ-1-1-4-2 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 
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c 
Ⅵ-2-3 系統図 

Ⅵ-2-4 配置図 

d 仕様表（設計条件及び仕様） 

e Ⅵ-1-6-2 代替換気設備に関する説明書 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十九条 （冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備（代替安全

冷却水系））（1 / 14） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
第三十九条 

セル内において使用済燃料から分離された物

であって液体状のもの又は液体状の放射性廃

棄物を冷却する機能を有する施設には、再処

理規則第一条の三第二号に掲げる重大事故の

発生又は拡大を防止するために必要な次に掲

げる重大事故等対処設備が設けられていなけ

ればならない。 

 

一 蒸発乾固の発生を未然に防止するために

必要な設備 

蒸① 

 

二 蒸発乾固が発生した場合において、放射

性物質の発生を抑制し、及び蒸発乾固の進行

を緩和するために必要な設備 

蒸②，③ 

 

三 蒸発乾固が発生した設備に接続する換気

系統の配管の流路を遮断するために必要な設

備及び換気系統の配管内が加圧状態になった

場合にセル内に設置された配管の外部へ放射

性物質を排出するために必要な設備 

蒸④ 

 

四 蒸発乾固が発生した場合において放射性

物質の放出による影響を緩和するために必要

な設備 

(代替換気設備で記載) 

 

（蒸⑥から⑪は技術基準規則第三十六条への

適合方針） 

（蒸換⑤，⑫から⑮は蒸発乾固への対処に使

用する他設備に係る事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 個別項目 

7. その他再処理設備の附属施設 

7.2 給水施設及び蒸気供給設備 

7.2.2 冷却水設備 

7.2.2.3 代替安全冷却水系 

冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した

場合において，「冷却機能の喪失による蒸発

乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶液

を冷却している内部ループに通水すること

で，蒸発乾固の発生を未然に防止するために

必要な蒸発乾固の発生防止対策に使用する重

大事故等対処設備として代替安全冷却水系を

設ける設計とする。蒸①-1，  

 

上記対策が機能しなかった場合に備え，

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を

仮定する機器へ注水することで，放射性物質

の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を防止

するために必要な蒸発乾固の拡大防止対策に

使用する重大事故等対処設備及び沸騰に伴い

発生する蒸気を凝縮水として回収するための

代替換気設備のセルへの導出経路の構築をす

るために必要な設備(以下 7.2.2.3 では「セル

導出設備)」という)凝縮器に水を供給するた

めに必要な蒸発乾固の拡大防止対策に使用す

る重大事故等対処設備として代替安全冷却水

系を設ける設計とする。蒸②-1，④-1 

 

また，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」

の発生を仮定する機器の冷却コイル又は冷却

ジャケットへ通水することで，「冷却機能の

喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器

に内包する溶液を未沸騰状態に維持するため

に必要な蒸発乾固の拡大防止対策に使用する

重大事故等対処設備として代替安全冷却水系

を設ける設計とする。蒸③-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造及び

設備 

 (ロ) 重大事故等対処設備 

２） 代替安全冷却水系 

 

冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した場

合において，「冷却機能の喪失による蒸発乾

固」の発生を仮定する機器に内包する溶液を

冷却している内部ループに通水することで，

蒸発乾固の発生を未然に防止するために必要

な蒸発乾固の発生防止対策に使用する重大事

故等対処設備を設置及び保管する。蒸①-1 

 

 

上記対策が機能しなかった場合に備え，「冷

却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定

する機器へ注水することで，放射性物質の発

生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を防止する

ために必要な蒸発乾固の拡大防止対策に使用

する重大事故等対処設備及び沸騰に伴い発生

する蒸気を凝縮水として回収するための代替

換気設備のセル導出設備の凝縮器に水を供給

するために必要な蒸発乾固の拡大防止対策に

使用する重大事故等対処設備を設置及び保管

する。蒸②-1，④-1 

 

 

 

また，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の

発生を仮定する機器の冷却コイル又は冷却ジ

ャケットへ通水することで，「冷却機能の喪

失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器に

内包する溶液を未沸騰状態に維持するために

必要な蒸発乾固の拡大防止対策に使用する重

大事故等対処設備を設置及び保管する。蒸③-

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.2 重大事故等対処設備 

9.5.2.1 代替安全冷却水系 

9.5.2.1.1 概  要 

 

 

冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した場

合において，「冷却機能の喪失による蒸発乾

固」の発生を仮定する機器に内包する溶液を

冷却している内部ループに通水することで，

蒸発乾固の発生を未然に防止するために必要

な蒸発乾固の発生防止対策に使用する重大事

故等対処設備を設置及び保管する。◇1  

 

 

上記対策が機能しなかった場合に備え，「冷

却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定

する機器へ注水することで，放射性物質の発

生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を防止する

ために必要な蒸発乾固の拡大防止対策に使用

する重大事故等対処設備及び沸騰に伴い発生

する蒸気を凝縮水として回収するための代替

換気設備のセル導出設備の凝縮器に水を供給

するために必要な蒸発乾固の拡大防止対策に

使用する重大事故等対処設備を設置及び保管

する。◇1  

 

 

 

また，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の

発生を仮定する機器の冷却コイル又は冷却ジ

ャケットへ通水することで，「冷却機能の喪

失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器に

内包する溶液を未沸騰状態に維持するために

必要な蒸発乾固の拡大防止対策に使用する重

大事故等対処設備を設置及び保管する。◇1  

 

9.5.2.1.2 系統構成及び主要設備 

その他再処理設備の附属施設の冷却水設備の

安全冷却水系（再処理設備本体用）（以下

9.5.2 では「安全冷却水系」という。）の内

部ループに通水することで「冷却機能の喪失

による蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内

包する溶液を冷却し，溶液が沸騰に至った場

合に「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発

生を仮定する機器に注水すること及び冷却コ

イル又は冷却ジャケットへ通水することで蒸

発乾固の進行を防止し，及び沸騰に伴い発生

する蒸気を代替換気設備のセル導出設備の凝

縮器により回収するための水供給に必要な設

備として，代替安全冷却水系を設ける。◇1  

発電炉の基本設計方針に

ついては，当該条文の比

較対象となる基本設計方

針がないため記載しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

：許可からの変更点等 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わせ，記載

の語尾を統一。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

設工認での設備名称を考慮した変

更。 

（以下同じ） 
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代替安全冷却水系は，高レベル廃液ガラス

固化建屋の内部ループへの通水，冷却コイル

又は冷却ジャケットへの通水で使用する主配

管等(以下 7.2.2.3 では「冷却水給排水配管・

弁」という)，高レベル廃液ガラス固化建屋の

貯槽等への注水で使用する主配管等(以下

7.2.2.3 では「冷却水注水配管・弁」とい

う)，凝縮器への通水で使用する主配管等(以

下 7.2.2.3 では「冷却水配管・弁(凝縮器)」

という)，高レベル廃液ガラス固化建屋の凝縮

器への通水で使用する主配管等(以下 7.2.2.3

では「凝縮器冷却水給排水配管・弁」とい

う)，可搬型建屋外ホース，可搬型中型移送ポ

ンプ，可搬型建屋内ホース，可搬型排水受

槽，高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配

管，可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展

張車及び運搬車で構成する。 

蒸①-2，②-2，③-2，④-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する主配管

等及び膨張槽並びに「冷却機能の喪失による

蒸発乾固」の発生を仮定する機器を常設重大

事故等対処設備として位置付け，蒸発乾固の

発生の未然防止並びに蒸発乾固が発生した場

合において，放射性物質の発生を抑制し，及

び蒸発乾固の進行を緩和できる設計とする。 

蒸①-3，②-3，③-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系は，高レベル廃液ガラス

固化建屋の冷却水給排水配管・弁，高レベル

廃液ガラス固化建屋の冷却水注水配管・弁，

冷却水配管・弁（凝縮器），高レベル廃液ガ

ラス固化建屋の凝縮器冷却水給排水配管・

弁，可搬型建屋外ホース，可搬型中型移送ポ

ンプ，可搬型建屋内ホース，可搬型排水受

槽，高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配

管，可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展

張車，運搬車等で構成する。蒸①-2，②-2，

③-2，④-2 

 

 

 

 

 

 

水供給設備の一部である第１貯水槽【蒸⑭-

1】並びに補機駆動用燃料補給設備の一部であ

る軽油貯槽【蒸⑮-1】を常設重大事故等対処

設備として設置する。 

 

計装設備の一部，【蒸⑬-1】代替試料分析関

係設備の一部【□3 】及び補機駆動用燃料補給

設備の一部である軽油用タンクローリ【蒸⑮-

2】を可搬型重大事故等対処設備として配備す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用するその他

再処理設備の附属施設の給水施設の冷却水設

備の安全冷却水系（再処理設備本体用）（以

下リ．（２）（ⅰ）では「安全冷却水系」と

いう。）の内部ループ配管・弁，冷却コイル

配管・弁及び冷却ジャケット配管・弁，機器

注水配管・弁並びに「冷却機能の喪失による

蒸発乾固」の発生を仮定する機器（第３表）

【□1 】を常設重大事故等対処設備として位置

(１) 系統構成 

冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した場

合の重大事故等対処設備として，代替安全冷

却水系，計装設備の一部，代替試料分析関係

設備の一部，水供給設備の一部及び補機駆動

用燃料補給設備の一部を使用する。◇1  

 

代替安全冷却水系は，高レベル廃液ガラス

固化建屋の冷却水給排水配管・弁，高レベル

廃液ガラス固化建屋の冷却水注水配管・弁，

冷却水配管・弁（凝縮器），高レベル廃液ガ

ラス固化建屋の凝縮器冷却水給排水配管・

弁，可搬型建屋外ホース，可搬型中型移送ポ

ンプ，可搬型建屋内ホース，可搬型排水受

槽，高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配

管，可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展

張車，運搬車等で構成する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

水供給設備の一部である第１貯水槽並びに補

機駆動用燃料補給設備の一部である軽油貯槽

を常設重大事故等対処設備として設置する。

◇1  

 

計装設備の一部である可搬型膨張槽液位計，

可搬型貯槽温度計，可搬型冷却水流量計，可

搬型漏えい液受皿液位計，可搬型建屋供給冷

却水流量計，可搬型冷却水排水線量計，可搬

型貯槽液位計，可搬型機器注水流量計，可搬

型冷却コイル圧力計，可搬型冷却コイル通水

流量計及び可搬型凝縮器通水流量計，代替試

料分析関係設備の一部並びに補機駆動用燃料

補給設備の一部である軽油用タンクローリを

可搬型重大事故等対処設備として配備する。

◇1  

 

また，設計基準対象の施設と兼用する安全冷

却水系の内部ループ配管・弁，冷却コイル配

管・弁及び冷却ジャケット配管・弁，機器注

水配管・弁並びに「冷却機能の喪失による蒸

発乾固」の発生を仮定する機器（9.5－４表）

を常設重大事故等対処設備として位置付け

る。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒸⑭-1，⑮-1 (P3へ) 

 

 

 

 

 

蒸⑬-1，⑮-2 (P3へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「主配管等」の指す内容は，

主配管及び経路を構成する機

器であり添付書類「Ⅵ-2-3 

系統図」で示す。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

設工認での設備名称を考慮し

た変更及び対処に使用する主

配管等の定義追加。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「高レベル廃液ガラス固化建屋

の冷却水給排水配管・弁，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋の冷却

水注水配管・弁，冷却水配管・

弁（凝縮器），高レベル廃液ガ

ラス固化建屋の凝縮器冷却水給

排水配管・弁，可搬型建屋外ホ

ース，可搬型中型移送ポンプ，

可搬型建屋内ホース，可搬型排

水受槽，高レベル廃液ガラス固

化建屋の可搬型配管，可搬型中

型移送ポンプ運搬車，ホース展

張車，運搬車等」について対象

を明確化した。 

 

【許可からの変更点】 

文章構成の変更。 

（以下同じ） 
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冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した

場合の重大事故等対処設備として，代替安全

冷却水系の他，計装設備の可搬型貯槽温度計

等，水供給設備の第 1貯水槽並びに補機駆動

用燃料補給設備の第 1軽油貯槽，第 2軽油貯

槽及び軽油用タンクローリを使用する設計と

する。なお，計測制御設備については第 2章 

個別項目の「4.1 計測制御設備」に，水供給

設備については第 2章 個別項目の「7.3 そ

の他の主要な事項」の「7.3.8 水供給設備」

に，補機駆動用燃料補給設備については第 2

章 個別項目の「7.1.1 電気設備」の

「7.1.1.11 補機駆動用燃料補給設備」に示

す。蒸⑬-1，⑬-2，⑭-1，⑭-2，⑮-1，⑮-

2，⑮-3 

 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポン

プと安全冷却水系の内部ループへの通水で使

用する主配管等(以下 7.2.2.3 では「内部ルー

プ配管・弁」という)を可搬型建屋外ホース，

可搬型建屋内ホース等を用いて接続した上

で，可搬型中型移送ポンプを運転すること

で，水供給設備の第１貯水槽の水を内部ルー

プへ通水し，「冷却機能の喪失による蒸発乾

固」の発生を仮定する機器に内包する溶液が

沸騰に至る前に冷却でき，未沸騰状態を維持

できる設計とする。蒸①-4 

 

 代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポン

プと貯槽等への注水で使用する主配管等(以下

7.2.2.3 では「機器注水配管・弁」という)を

可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等

を用いて接続した上で，可搬型中型移送ポン

プを運転することで，「冷却機能の喪失によ

る蒸発乾固」の発生を仮定する機器へ注水で

き，放射性物質の発生を抑制し，及び蒸発乾

固の進行を防止できる設計とする。蒸②-4 

 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポン

プと冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水

で使用する主配管等(以下7.2.2.3では「冷却

コイル配管・弁又は冷却ジャケット配管・

弁」という)を可搬型建屋外ホース，可搬型建

屋内ホース等を用いて接続した上で，可搬型

中型移送ポンプを運転することで，「冷却機

能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する

機器の冷却コイル又は冷却ジャケットへ通水

付ける。蒸①-3，②-3，③-3 

 

 

計装設備については「ヘ．（３）（ⅱ）

（ａ） 計装設備」に，【蒸⑬-2】代替試料

分析関係設備については「チ．（２）（ⅰ） 

試料分析関係設備」に，【□3 】水供給設備に

ついては「リ．（２）（ⅰ）(ｂ）（ロ）１） 

水供給設備」【蒸⑭-2】に，補機駆動用燃料

補給設備については「リ．（４）（ⅶ） 補

機駆動用燃料補給設備」【蒸⑮-3】に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポン

プと安全冷却水系の内部ループ配管・弁を可

搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を

用いて接続した上で，可搬型中型移送ポンプ

を運転することで，水供給設備の第１貯水槽

の水を内部ループへ通水し，「冷却機能の喪

失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器に

内包する溶液が沸騰に至る前に冷却でき，未

沸騰状態を維持できる設計とする。蒸①-4 

 

 

 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポン

プと機器注水配管・弁を可搬型建屋外ホー

ス，可搬型建屋内ホース等を用いて接続した

上で，可搬型中型移送ポンプを運転すること

で，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発

生を仮定する機器へ注水でき，放射性物質の

発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を防止で

きる設計とする。蒸②-4 

 

 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプ

と冷却コイル配管・弁又は冷却ジャケット配

管・弁を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内

ホース等を用いて接続した上で，可搬型中型

移送ポンプを運転することで，「冷却機能の

喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器

の冷却コイル又は冷却ジャケットへ通水し，

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を

仮定する機器に内包する溶液の温度を低下さ

 

 

 

計装設備については「6.2.1.4 系統構成及び

主要設備」に，代替試料分析関係設備につい

ては「8.2.4 系統構成及び主要設備」に，水

供給設備については「9.4.2.1.4 系統構成及

び主要設備」に，補機駆動用燃料補給設備に

ついては「9.14.3 主要設備の仕様」及び

「9.14.4 系統構成」に示す。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 主要設備 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポン

プと安全冷却水系の内部ループ配管・弁を可

搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を

用いて接続した上で，可搬型中型移送ポンプ

を運転することで，水供給設備の第１貯水槽

の水を内部ループへ通水し，「冷却機能の喪

失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器に

内包する溶液が沸騰に至る前に冷却でき，未

沸騰状態を維持できる設計とする。◇1  

 

 

 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポン

プと機器注水配管・弁を可搬型建屋外ホー

ス，可搬型建屋内ホース等を用いて接続した

上で，可搬型中型移送ポンプを運転すること

で，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発

生を仮定する機器へ注水でき，放射性物質の

発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を防止で

きる設計とする。◇1  

 

 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポン

プと冷却コイル配管・弁又は冷却ジャケット

配管・弁を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋

内ホース等を用いて接続した上で，可搬型中

型移送ポンプを運転することで，「冷却機能

の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機

器の冷却コイル又は冷却ジャケットへ通水

し，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発

生を仮定する機器に内包する溶液の温度を低

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒸⑬-1，⑭-1，⑮-1，⑮

-2 (P2から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース

等」の指す内容は，可搬型建屋外ホース，可

搬型建屋内ホース，冷却水給排水配管・弁，

可搬型排水受槽，可搬型中型移送ポンプ運搬

車，ホース展張車及び運搬車であり添付書類

で示すため当該箇所では許可の記載を用い

た。 

【「等」の解説】 

「可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース

等」の指す内容は，可搬型建屋外ホース，可

搬型建屋内ホース，冷却水注水配管・弁，可

搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車及

び運搬車であり添付書類で示すため当該箇所

では許可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース

等」の指す内容は，可搬型建屋外ホース，可

搬型建屋内ホース，冷却水給排水配管・弁，

可搬型排水受槽，可搬型中型移送ポンプ運搬

車，ホース展張車及び運搬車であり添付書類

で示すため当該箇所では許可の記載を用い

た。 

【許可からの変更点】 

設工認の章構成に合わせて引

用先を適正化した。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「可搬型貯槽温度計等」の指す内容は，可搬

型貯槽温度計，可搬型膨張槽液位計，可搬型

冷却水流量計，可搬型漏えい液受皿液位計，

可搬型建屋供給冷却水流量計，可搬型冷却水

排水線量計，可搬型貯槽液位計，可搬型機器

注水流量計，可搬型冷却コイル圧力計，可搬

型冷却コイル通水流量計及び可搬型凝縮器通

水流量計であり添付書類で示す。 

【許可からの変更点】 

対処に使用する主配管等の定義追加。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「貯槽等への注水」の指す内容は，「冷却機

能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する

機器に注水する対処の総称として示した記載

であり許可での表現を用いた。 
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し，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発

生を仮定する機器に内包する溶液の温度を低

下させ，未沸騰状態を維持できる設計とす

る。蒸③-4 

 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポン

プと冷却水配管・弁(凝縮器)を可搬型建屋外

ホース，可搬型建屋内ホース等を用いて接続

した上で，可搬型中型移送ポンプを運転する

ことで，代替換気設備のセル導出設備の凝縮

器へ通水し，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気

を凝縮できる設計とする。蒸④-3 

 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポン

プと可搬型排水受槽を可搬型建屋外ホース，

可搬型建屋内ホース等を用いて接続した上

で，内部ループへの通水，冷却コイル又は冷

却ジャケットへの通水及び代替換気設備のセ

ル導出設備の凝縮器への通水に使用した排水

を可搬型排水受槽に一旦貯留した後，可搬型

中型移送ポンプを運転することで，可搬型排

水受槽の排水を水供給設備の第１貯水槽へ移

送し，排水を再び水源として用いることがで

きる設計とする。蒸①-5，③-5，④-4 

 

代替換気設備のセル導出設備の凝縮器の詳

細については，第 2章 個別項目の「5.1 気

体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.6 代替換気設

備」に示す。蒸⑤ 

 

  

 

 

 

 

代替安全冷却水系の冷却水給排水配管・弁

等は，共通要因によって安全冷却水系と同時

にその機能が損なわれるおそれがないよう，

弁等により隔離することで，安全冷却水系に

対して独立性を有する設計とする。蒸⑥-1 

 

上記以外の代替安全冷却水系の常設重大事

故等対処設備の内部ループ配管・弁等は，可

能な限り独立性又は位置的分散を図った上

で，想定される重大事故等が発生した場合に

おける温度，放射線，荷重及びその他の使用

条件において，その機能を確実に発揮できる

設計とする。蒸⑥-2 

 

 

せ，未沸騰状態を維持できる設計とする。蒸

③-4 

 

 

 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポン

プと冷却水配管・弁（凝縮器）を可搬型建屋

外ホース，可搬型建屋内ホース等を用いて接

続した上で，可搬型中型移送ポンプを運転す

ることで，代替換気設備のセル導出設備の凝

縮器へ通水し，溶液の沸騰に伴い発生する蒸

気を凝縮できる設計とする。蒸④-3 

 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポン

プと可搬型排水受槽を可搬型建屋外ホース，

可搬型建屋内ホース等を用いて接続した上

で，内部ループへの通水，冷却コイル又は冷

却ジャケットへの通水及び代替換気設備のセ

ル導出設備の凝縮器への通水に使用した排水

を可搬型排水受槽に一旦貯留した後，可搬型

中型移送ポンプを運転することで，可搬型排

水受槽の排水を水供給設備の第１貯水槽へ移

送し，排水を再び水源として用いることがで

きる設計とする。蒸①-5，③-5，④-4 

 

代替換気設備のセル導出設備の凝縮器の詳

細については，「ト．(１)(ⅱ)(ｂ)(イ) 代

替換気設備」に示す。蒸⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の冷却水給排水配管・弁

等は，安全冷却水系と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよう，

弁等により隔離することで，安全冷却水系に

対して独立性を有する設計とする。蒸⑥-1 

 

上記以外の代替安全冷却水系の常設重大事

故等対処設備の内部ループ配管・弁等は，可

能な限り独立性又は位置的分散を図った上

で，想定される重大事故等が発生した場合に

おける温度，放射線，荷重及びその他の使用

条件において，その機能を確実に発揮できる

設計とする。蒸⑥-2 

 

 

下させ，未沸騰状態を維持できる設計とす

る。◇1  

 

 

 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポン

プと冷却水配管・弁（凝縮器）を可搬型建屋

外ホース，可搬型建屋内ホース等を用いて接

続した上で，可搬型中型移送ポンプを運転す

ることで，代替換気設備のセル導出設備の凝

縮器へ通水し，溶液の沸騰に伴い発生する蒸

気を凝縮できる設計とする。◇1  

 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポン

プと可搬型排水受槽を可搬型建屋外ホース，

可搬型建屋内ホース等を用いて接続した上

で，内部ループへの通水，冷却コイル又は冷

却ジャケットへの通水及び代替換気設備のセ

ル導出設備の凝縮器への通水に使用した排水

を可搬型排水受槽に一旦貯留した後，可搬型

中型移送ポンプを運転することで，可搬型排

水受槽の排水を水供給設備の第１貯水槽へ移

送し，排水を再び水源として用いることがで

きる設計とする。◇1  

 

代替換気設備のセル導出設備の凝縮器の詳

細については，「7.2.2.1.2 系統構成及び主

要設備」に示す。◇1  

 

 

9.5.2.1.3 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18(１)ａ．多様

性，位置的分散」に示す。◇1  

 

代替安全冷却水系の冷却水給排水配管・弁

等は，安全冷却水系と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよう，

弁等により隔離することで，安全冷却水系に

対して独立性を有する設計とする。◇1  

 

上記以外の代替安全冷却水系の常設重大事

故等対処設備の内部ループ配管・弁等は，可

能な限り独立性又は位置的分散を図った上

で，想定される重大事故等が発生した場合に

おける温度，放射線，荷重及びその他の使用

条件において，その機能を確実に発揮できる

設計とする。重大事故等時の環境条件に対す

る健全性については，「9.5.2.1.3(４) 環境

条件等」に記載する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「弁等」は，代替安全冷却水系と安全冷却

水系の隔離方法の総称として示した記載で

あることから許可の記載を用いた。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「内部ループ配管・弁等」の指す内容は，

内部ループ配管・弁，冷却コイル配管・

弁，冷却ジャケット配管・弁，機器注水配

管・弁及び冷却水配管・弁（凝縮器）であ

り添付書類で示すため当該箇所では許可の

記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース

等」の指す内容は，可搬型建屋外ホース，可

搬型建屋内ホース，冷却水給排水配管・弁，

冷却水注水配管・弁，凝縮器冷却水給排水配

管・弁，可搬型排水受槽，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋の可搬型配管，可搬型中型移送ポ

ンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車であり

添付書類で示すため当該箇所では許可の記載

を用いた。 

【「等」の解説】 

「冷却水給排水配管・弁等」の指す内容

は，冷却水給排水配管・弁，冷却水注水配

管・弁及び凝縮器冷却水給排水配管・弁で

あり添付書類で示すため当該箇所では許可

の記載を用いた。 

 

【「等」の解説】 

「可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース

等」の指す内容は，可搬型建屋外ホース，可

搬型建屋内ホース，凝縮器冷却水給排水配

管・弁，可搬型排水受槽，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋の可搬型配管，可搬型中型移送ポ

ンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車であり

添付書類で示すため当該箇所では許可の記載

を用いた。 
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代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ

は，共通要因によって安全冷却水系と同時に

その機能が損なわれるおそれがないよう，電

気駆動である安全冷却水系の冷却水循環ポン

プ及び内部ループの冷却水を循環するための

ポンプと異なる駆動方式である空冷式のディ

ーゼルエンジンにより駆動し，必要な燃料

は，補機駆動用燃料補給設備から補給が可能

な設計とすることで，安全冷却水系に対して

多様性を有する設計とする。蒸⑥-3 

 

 代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ

を使用した水の供給は，水供給設備の第 1貯

水槽を水源とすることで，大気を 終ヒート

シンクとする安全冷却水系に対して異なるヒ

ートシンクを有する設計とする。蒸⑥-4 

 

 代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，共

通要因によって安全冷却水系又は代替安全冷

却水系の常設重大事故等対処設備と同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，建屋

外に設置することで，独立性を有する設計と

する。蒸⑥-5 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プ，可搬型排水受槽，可搬型建屋外ホース等

は，共通要因によって安全冷却水系又は代替

安全冷却水系の常設重大事故等対処設備と同

時にその機能が損なわれるおそれがないよう

に，故障時バックアップを含めて必要な数量

を安全冷却水系又は代替安全冷却水系の常設

重大事故等対処設備が設置される建屋から

100m以上の離隔距離を確保した複数の外部保

管エリアに分散して保管することで位置的分

散を図る設計とする。また，屋外に設置する

安全冷却水系の冷却塔からも100m以上の離隔

距離を確保する設計とする。蒸⑥-6 

 

代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等

は，共通要因によって安全冷却水系又は代替

安全冷却水系の常設重大事故等対処設備と同

時にその機能が損なわれるおそれがないよう

に，故障時バックアップも含めて必要な数量

を安全冷却水系又は代替安全冷却水系の常設

重大事故等対処設備が設置される建屋から

100m以上の離隔距離を確保した外部保管エリ

アに保管するとともに，対処を行う建屋にも

保管することで位置的分散を図る設計とす

る。また，屋外に設置する安全冷却水系の冷

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ

は，安全冷却水系と共通要因によって同時に

その機能が損なわれるおそれがないよう，電

気駆動である安全冷却水系の冷却水循環ポン

プ及び内部ループの冷却水を循環するための

ポンプと異なる駆動方式である空冷式のディ

ーゼルエンジンにより駆動し，必要な燃料

は，補機駆動用燃料補給設備から補給が可能

な設計とすることで，安全冷却水系に対して

多様性を有する設計とする。蒸⑥-3 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ

を使用した水の供給は，水供給設備の第１貯

水槽を水源とすることで，大気を 終ヒート

シンクとする安全冷却水系に対して異なるヒ

ートシンクを有する設計とする。蒸⑥-4 

 

代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，安

全冷却水系又は代替安全冷却水系の常設重大

事故等対処設備と共通要因によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，建屋

外に設置することで，独立性を有する設計と

する。蒸⑥-5 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プ，可搬型排水受槽，可搬型建屋外ホース等

は，安全冷却水系又は代替安全冷却水系の常

設重大事故等対処設備と共通要因によって同

時にその機能が損なわれるおそれがないよう

に，故障時バックアップを含めて必要な数量

を安全冷却水系又は代替安全冷却水系の常設

重大事故等対処設備が設置される建屋から

100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保

管エリアに分散して保管することで位置的分

散を図る。また，屋外に設置する安全冷却水

系の冷却塔からも 100ｍ以上の離隔距離を確

保する。蒸⑥-6 

 

代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等

は，安全冷却水系又は代替安全冷却水系の常

設重大事故等対処設備と共通要因によって同

時にその機能が損なわれるおそれがないよう

に，故障時バックアップも含めて必要な数量

を安全冷却水系又は代替安全冷却水系の常設

重大事故等対処設備が設置される建屋から

100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリ

アに保管するとともに，対処を行う建屋にも

保管することで位置的分散を図る。また，屋

外に設置する安全冷却水系の冷却塔からも

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ

は，安全冷却水系と共通要因によって同時に

その機能が損なわれるおそれがないよう，電

気駆動である安全冷却水系の冷却水循環ポン

プ及び内部ループの冷却水を循環するための

ポンプと異なる駆動方式である空冷式のディ

ーゼルエンジンにより駆動し，必要な燃料

は，補機駆動用燃料補給設備から補給が可能

な設計とすることで，安全冷却水系に対して

多様性を有する設計とする。◇1  

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ

を使用した水の供給は，水供給設備の第１貯

水槽を水源とすることで，大気を 終ヒート

シンクとする安全冷却水系に対して異なるヒ

ートシンクを有する設計とする。◇1  

 

代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，安

全冷却水系又は代替安全冷却水系の常設重大

事故等対処設備と共通要因によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，建屋

外に設置することで，独立性を有する設計と

する。◇1  

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プ，可搬型排水受槽，可搬型建屋外ホース等

は，安全冷却水系又は代替安全冷却水系の常

設重大事故等対処設備と共通要因によって同

時にその機能が損なわれるおそれがないよう

に，故障時バックアップを含めて必要な数量

を安全冷却水系又は代替安全冷却水系の常設

重大事故等対処設備が設置される建屋から

100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保

管エリアに分散して保管することで位置的分

散を図る。また，屋外に設置する安全冷却水

系の冷却塔からも 100ｍ以上の離隔距離を確

保する。◇1  

 

代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等

は，安全冷却水系又は代替安全冷却水系の常

設重大事故等対処設備と共通要因によって同

時にその機能が損なわれるおそれがないよう

に，故障時バックアップも含めて必要な数量

を安全冷却水系又は代替安全冷却水系の常設

重大事故等対処設備が設置される建屋から

100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリ

アに保管するとともに，対処を行う建屋にも

保管することで位置的分散を図る。また，屋

外に設置する安全冷却水系の冷却塔からも

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「可搬型中型移送ポンプ，可搬型

排水受槽，可搬型建屋外ホース

等」の指す内容は，可搬型中型移

送ポンプ，可搬型排水受槽，可搬

型建屋外ホース，可搬型中型移送

ポンプ運搬車，ホース展張車及び

運搬車であり添付書類で示すため

当該箇所では許可の記載を用い

た。 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わせ，

記載の語尾を統一。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「可搬型建屋内ホース等」の指

す内容は，可搬型建屋内ホース

及び高レベル廃液ガラス固化建

屋の可搬型配管であり添付書類

で示すため当該箇所では許可の

記載を用いた。 

（以下同じ） 
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却塔からも100m以上の離隔距離を確保する設

計とする。対処を行う建屋内に保管する場合

は安全冷却水系又は代替安全冷却水系の常設

重大事故等対処設備が設置される場所と異な

る場所に保管することで位置的分散を図る設

計とする。蒸⑥-7 

 

 建屋の外から水を供給する代替安全冷却水

系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋内ホ

ース等と代替安全冷却水系の内部ループ配

管・弁，機器注水配管・弁，冷却コイル配

管・弁，冷却ジャケット配管・弁等の常設重

大事故等対処設備との接続口は，共通要因に

よって接続することができなくなることを防

止するため，複数のアクセスルートを踏まえ

て自然現象，人為事象及び故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムに対して前処

理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラ

ス固化建屋内の適切に離隔した隣接しない位

置の異なる複数の場所に設置する設計とす

る。また，溢水，化学薬品漏えい及び火災に

よって同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，それぞれ互いに異なる複数の場所

に設置する設計とする。蒸⑥-8 

 

一つの接続口で「冷却機能の喪失による蒸

発乾固」の発生を仮定する機器への注水及び

放射線分解により発生する水素による爆発の

圧縮空気の供給のために兼用して使用する代

替安全冷却水系の機器注水配管・弁は，それ

ぞれの機能に必要な容量が確保できる接続口

を設ける設計とする。蒸⑧-1 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁，

冷却コイル配管・弁及び冷却ジャケット配

管・弁は，弁等の操作によって安全機能を有

する施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすることに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。蒸⑦-1 

 

 代替安全冷却水系の機器注水配管・弁等

は，重大事故等発生前(通常時)の離隔若しく

は分離された状態から弁等の操作や接続によ

り重大事故等対処設備としての系統構成とす

100ｍ以上の離隔距離を確保する。対処を行う

建屋内に保管する場合は安全冷却水系又は代

替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備が

設置される場所と異なる場所に保管すること

で位置的分散を図る。蒸⑥-7 

 

 

建屋の外から水を供給する代替安全冷却水

系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋内ホ

ース等と代替安全冷却水系の内部ループ配

管・弁，機器注水配管・弁，冷却コイル配

管・弁，冷却ジャケット配管・弁等の常設重

大事故等対処設備との接続口は，共通要因に

よって接続することができなくなることを防

止するため，複数のアクセスルートを踏まえ

て自然現象，人為事象及び故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムに対して前処

理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラ

ス固化建屋内の適切に離隔した隣接しない位

置の異なる複数の場所に設置する。また，溢

水，化学薬品漏えい及び火災によって同時に

その機能が損なわれるおそれがないよう，そ

れぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設

計とする。蒸⑥-8 

 

一つの接続口で「冷却機能の喪失による蒸

発乾固」の発生を仮定する機器への注水及び

放射線分解により発生する水素による爆発の

圧縮空気の供給のために兼用して使用する代

替安全冷却水系の機器注水配管・弁は，それ

ぞれの機能に必要な容量が確保できる接続口

を設ける設計とする。蒸⑧-1 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁，

冷却コイル配管・弁及び冷却ジャケット配

管・弁は，弁等の操作によって安全機能を有

する施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすることに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。蒸⑦-1 

 

代替安全冷却水系の機器注水配管・弁等

は，重大事故等発生前（通常時）の離隔若し

くは分離された状態から弁等の操作や接続に

より重大事故等対処設備としての系統構成と

100ｍ以上の離隔距離を確保する。対処を行う

建屋内に保管する場合は安全冷却水系又は代

替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備が

設置される場所と異なる場所に保管すること

で位置的分散を図る。◇1  

 

 

建屋の外から水を供給する代替安全冷却水

系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋内ホ

ース等と代替安全冷却水系の内部ループ配

管・弁，機器注水配管・弁，冷却コイル配

管・弁，冷却ジャケット配管・弁等の常設重

大事故等対処設備との接続口は，共通要因に

よって接続することができなくなることを防

止するため，複数のアクセスルートを踏まえ

て自然現象，人為事象及び故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムに対して前処

理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラ

ス固化建屋内の適切に離隔した隣接しない位

置の異なる複数の場所に設置する。また，溢

水，化学薬品漏えい及び火災によって同時に

その機能が損なわれるおそれがないよう，そ

れぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設

計とする。◇1  

 

一つの接続口で「冷却機能の喪失による蒸

発乾固」の発生を仮定する機器への注水及び

放射線分解により発生する水素による爆発の

圧縮空気の供給のために兼用して使用する代

替安全冷却水系の機器注水配管・弁は，それ

ぞれの機能に必要な容量が確保できる接続口

を設ける設計とする。◇1  

 

 (２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18(１)ｂ．悪影

響防止」に示す。◇1  

 

代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁，

冷却コイル配管・弁及び冷却ジャケット配

管・弁は，弁等の操作によって安全機能を有

する施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすることに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。◇1  

 

代替安全冷却水系の機器注水配管・弁等

は，重大事故等発生前（通常時）の離隔若し

くは分離された状態から弁等の操作や接続に

より重大事故等対処設備としての系統構成と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「内部ループ配管・弁，機器注水配

管・弁，冷却コイル配管・弁，冷却ジ

ャケット配管・弁等」とは可搬型重大

事故等対処設備と接続する常設重大事

故等対処設備の総称として示した記載

であることから許可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「弁等の操作」の指す内容は保安規定

で示すため当該箇所では許可の記載を

用いた。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「機器注水配管・弁等」の指す内容

は，機器注水配管・弁，冷却水給排水

配管・弁，冷却水注水配管・弁，冷却

水配管・弁（凝縮器）及び凝縮器冷却

水給排水配管・弁であり添付書類で示

すため当該箇所では許可の記載を用い

た。 

【「等」の解説】 

「可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋

内ホース等」とは常設重大事故等対処

設備と接続する可搬型重大事故等対処

設備の総称として示した記載であるこ

とから許可の記載を用いた。 

（以下同じ） 
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ることにより，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。蒸⑦-2 

 

 代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ

は，回転体が飛散することを防ぐことで他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。蒸⑦-

3 

 

 屋外に保管する代替安全冷却水系の可搬型

中型移送ポンプ，可搬型排水受槽等は，竜巻

により飛来物とならないよう必要に応じて固

縛等の措置をとることで他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。蒸⑦-4 

 

 

 

 

 

 代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ

は，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発

生を仮定する機器に内包する溶液の冷却，同

機器への注水及び代替換気設備のセル導出設

備の凝縮器が所定の除熱能力を発揮するため

に必要な給水流量を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数並びに予備として故障

時及び保守点検による待機除外時のバックア

ップを含め十分な台数を確保する設計とす

る。蒸⑧-2 

 

代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，想

定される重大事故等時において，冷却に使用

した排水を受けるために必要な容量を有する

設計とするとともに，保有数は，必要数及び

予備として故障時のバックアップを含め十分

な基数を確保する設計とする。蒸⑧-3 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ

は，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発

生を仮定する機器に内包する溶液を冷却して

いる内部ループへの通水，同機器への注水，

冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水及び

代替換気設備のセル導出設備の凝縮器等への

通水を同時に実施する場合に必要な給水流量

を有する設計とし，兼用できる設計とする。

蒸⑧-4 

 

 代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ

は，同時に発生する可能性のある事故への対

処も含めて必要な容量を確保する設計とす

することにより，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。蒸⑦-2 

 

 

 

 

 

 

屋外に保管する代替安全冷却水系の可搬型

中型移送ポンプ，可搬型排水受槽等は，竜巻

により飛来物とならないよう必要に応じて固

縛等の措置をとることで他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする蒸⑦-4 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ

は，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発

生を仮定する機器に内包する溶液の冷却，同

機器への注水及び代替換気設備のセル導出設

備の凝縮器が所定の除熱能力を発揮するため

に必要な給水流量を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数として６台，【□2 】予

備として故障時及び保守点検による待機除外

時のバックアップを７台の合計 13 台以上を

【□2 】確保する。蒸⑧-2 

 

代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，想

定される重大事故等時において，冷却に使用

した排水を受けるために必要な容量を有する

設計とするとともに，保有数は，必要数とし

て８基，【□2 】予備として故障時のバックア

ップを８基の合計 16 基以上を【□2 】確保す

る。蒸⑧-3 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ

は，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発

生を仮定する機器に内包する溶液を冷却して

いる内部ループへの通水，同機器への注水，

冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水及び

代替換気設備のセル導出設備の凝縮器等への

通水を同時に実施する場合に必要な給水流量

を有する設計とし，兼用できる設計とする。

蒸⑧-4 

 

また，代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポ

ンプは，同時に発生する可能性のある事故へ

の対処も含めて必要な容量を確保する設計と

することにより，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。◇1  

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ

は，回転体が飛散することを防ぐことで他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。蒸⑦-

3 

 

屋外に保管する代替安全冷却水系の可搬型

中型移送ポンプ，可搬型排水受槽等は，竜巻

により飛来物とならないよう必要に応じて固

縛等の措置をとることで他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。◇1  

 

(３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18(２) 個数及

び容量」に示す。◇1  

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ

は，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発

生を仮定する機器に内包する溶液の冷却，同

機器への注水及び代替換気設備のセル導出設

備の凝縮器が所定の除熱能力を発揮するため

に必要な給水流量を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数として６台，予備とし

て故障時及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップを７台の合計 13 台以上を確保す

る。◇1  

 

代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，想

定される重大事故等時において，冷却に使用

した排水を受けるために必要な容量を有する

設計とするとともに，保有数は，必要数とし

て８基，予備として故障時のバックアップを

８基の合計 16 基以上を確保する。◇1  

 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ

は，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発

生を仮定する機器に内包する溶液を冷却して

いる内部ループへの通水，同機器への注水，

冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水及び

代替換気設備のセル導出設備の凝縮器等への

通水を同時に実施する場合に必要な給水流量

を有する設計とし，兼用できる設計とする。

◇1  

 

また，代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポ

ンプは，同時に発生する可能性のある事故へ

の対処も含めて必要な容量を確保する設計と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「屋外に保管する代替安全冷却水系の可

搬型中型移送ポンプ，可搬型排水受槽

等」の指す内容は，可搬型中型移送ポン

プ，可搬型排水受槽，可搬型建屋外ホー

ス，可搬型建屋内ホース，高レベル廃液

ガラス固化建屋の可搬型配管，可搬型中

型移送ポンプ運搬車，ホース展張車及び

運搬車であり添付書類で示すため当該箇

所では許可の記載を用いた。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「固縛等」とは設備を固定する手段の総

称として示した記載であることから許可

の記載を用いた。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生

を仮定する機器に内包する溶液を冷却して

いる内部ループへの通水，同機器への注

水，冷却コイル又は冷却ジャケットへの通

水及び「代替換気設備のセル導出設備の凝

縮器等への通水」とは蒸発乾固への対処の

総称として示した記載であることから許可

の記載を用いた。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

仕様表対象機器の仕様は仕様表で示すた

め，基本設計方針では「十分な台数」又は

「十分な基数」と記載した。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の文章構成に合わせて削除し

た。 

（以下同じ） 
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る。蒸⑧-5 

 

 代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を

仮定する機器に内包する溶液を冷却している

内部ループへの通水，冷却コイル又は冷却ジ

ャケットへの通水及び代替換気設備のセル導

出設備の凝縮器等への通水を同時に実施した

場合に発生する排水を一時貯留するために必

要な容量を有する設計とし，兼用できる設計

とする。蒸⑧-6 

 

 代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホースの

うち，内部ループへの通水，「冷却機能の喪

失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器へ

の注水，代替換気設備のセル導出設備の凝縮

器等への通水に使用する可搬型建屋内ホース

は，複数の敷設ルートで対処できるよう必要

数を複数の敷設ルートに確保するとともに，

建屋内に保管するホースについては予備を含

めた個数を必要数として確保する設計とす

る。蒸⑧-7 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プ，可搬型排水受槽等は，安全冷却水系の冷

却機能の喪失を想定し，その範囲が系統で機

能喪失する冷却機能の喪失による蒸発乾固に

対処することから，当該系統の範囲ごとに重

大事故等への対処に必要な設備を 1セット確

保する設計とする。蒸⑧-8 

 

MOX燃料加工施設と共用する代替安全冷却系

の可搬型中型移送ポンプ運搬車は，可搬型中

型移送ポンプを運搬できる設計とするととも

に，保有数は，必要数として2台，予備として

故障時及び保守点検による待機除外時バック

アップを3台の合計5台を確保する設計とす

る。蒸⑦-5，⑧-9 

 

MOX燃料加工施設と共用する代替安全冷却系

のホース展張車は，可搬型建屋外ホースを運

搬できる設計とするとともに，保有数は，必

要数として2台，予備として故障時及び保守点

検による待機除外時バックアップを3台の合計

5台を確保する設計とする。蒸⑦-6，⑧-10 

 

MOX 燃料加工施設と共用する代替安全冷却系

の運搬車は，可搬型建屋外ホース及び可搬型

排水受槽を運搬できる設計とするとともに，

保有数は，必要数として 2台，予備として故

する。蒸⑧-5 

 

代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を

仮定する機器に内包する溶液を冷却している

内部ループへの通水，冷却コイル又は冷却ジ

ャケットへの通水及び代替換気設備のセル導

出設備の凝縮器等への通水を同時に実施した

場合に発生する排水を一時貯留するために必

要な容量を有する設計とし，兼用できる設計

とする。蒸⑧-6 

 

また，代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホー

スのうち，内部ループへの通水，「冷却機能

の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機

器への注水，代替換気設備のセル導出設備の

凝縮器等への通水に使用する可搬型建屋内ホ

ースは，複数の敷設ルートで対処できるよう

必要数を複数の敷設ルートに確保するととも

に，建屋内に保管するホースについては１本

以上の【□2 】予備を含めた個数を必要数とし

て確保する。蒸⑧-7 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プ，可搬型排水受槽等は，安全冷却水系の冷

却機能の喪失を想定し，その範囲が系統で機

能喪失する冷却機能の喪失による蒸発乾固に

対処することから，当該系統の範囲ごとに重

大事故等への対処に必要な設備を１セット確

保する。蒸⑧-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する。◇1  

 

代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を

仮定する機器に内包する溶液を冷却している

内部ループへの通水，冷却コイル又は冷却ジ

ャケットへの通水及び代替換気設備のセル導

出設備の凝縮器等への通水を同時に実施した

場合に発生する排水を一時貯留するために必

要な容量を有する設計とし，兼用できる設計

とする。◇1  

 

また，代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホー

スのうち，内部ループへの通水，「冷却機能

の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機

器への注水，代替換気設備のセル導出設備の

凝縮器等への通水に使用する可搬型建屋内ホ

ースは，複数の敷設ルートで対処できるよう

必要数を複数の敷設ルートに確保するととも

に，建屋内に保管するホースについては１本

以上の予備を含めた個数を必要数として確保

する。◇1  

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プ，可搬型排水受槽等は，安全冷却水系の冷

却機能の喪失を想定し，その範囲が系統で機

能喪失する冷却機能の喪失による蒸発乾固に

対処することから，当該系統の範囲ごとに重

大事故等への対処に必要な設備を１セット確

保する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒸⑦-5，⑧-9 (P14から) 

 

 

 

 

 

 

 

蒸⑦-6，⑧-10(P14から) 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

車両は基本設計方針に個別名称

を記載する設備（②-a）であ

り，仕様表がないことから，文

章にて設備数を明確化した。

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「可搬型中型移送ポンプ，可搬

型排水受槽等」の指す内容は，

代替安全冷却水系の総称として

示した記載であることから許可

の記載を用いた。 
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障時及び保守点検による待機除外時バックア

ップを 3台の合計 5台を確保する設計とす

る。蒸⑦-7，⑧-11 

 

 

 

 

 

 代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設

備は，同時に発生するおそれがある冷却機能

の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により

発生する水素による爆発による温度，圧力，

湿度，放射線及び荷重に対して，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。蒸⑨-1 

 

 代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設

備は，冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放

射線分解により発生する水素による爆発の同

時発生を仮定する機器において，「放射線分

解により発生する水素による爆発」の発生を

仮定する機器における水素濃度ドライ換算

12vol%での水素爆発に伴う瞬間的に上昇する

温度及び圧力の影響を考慮しても，重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。蒸⑨-2 

 

 地震を要因として発生した場合に対処に用

いる代替安全冷却水系の常設重大事故等対処

設備は，第 1章 共通項目の「9.2 重大事故

等対処設備」の「9.2.6 地震を要因とする重

大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく

設計とすることで重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。蒸⑨-3 

 

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設

備は，外部からの衝撃による損傷を防止でき

る前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル

廃液ガラス固化建屋に設置し，風(台風)等に

より重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。蒸⑨-4 

 

 代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設

備及び常設重大事故等対処設備と可搬型重大

事故等対処設備の接続口は，溢水量及び化学

薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高

さへの設置，被水防護及び被液防護する設計

とする。蒸⑨-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設

備は，同時に発生するおそれがある冷却機能

の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により

発生する水素による爆発による温度，圧力及

び湿度に対して，機能を損なわない設計とす

る。蒸⑨-1 

 

 

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設

備は，冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放

射線分解により発生する水素による爆発の同

時発生を仮定する機器において，放射線分解

により発生する水素による爆発の発生を仮定

する機器における水素濃度ドライ換算 12ｖｏ

ｌ％での水素爆発に伴う瞬間的に上昇する温

度及び圧力の影響を考慮しても，機能を損な

わない設計とする。蒸⑨-2 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処に用

いる代替安全冷却水系の常設重大事故等対処

設備は，「ロ．(７)(ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を

要因とする重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることでその機能を損

なわない設計とする。蒸⑨-3 

 

 

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設

備は，外部からの衝撃による損傷を防止でき

る前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル

廃液ガラス固化建屋に設置し，風（台風）等

により機能を損なわない設計とする。蒸⑨-4 

 

 

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設

備及び常設重大事故等対処設備と可搬型重大

事故等対処設備の接続口は，溢水量及び化学

薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高

さへの設置，被水防護及び被液防護する設計

とする。蒸⑨-5 

 

 

 

 

 

(４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18(３) 環境条

件等」に示す。◇1  

 

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設

備は，同時に発生するおそれがある冷却機能

の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により

発生する水素による爆発による温度，圧力及

び湿度に対して，機能を損なわない設計とす

る。◇1  

 

 

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設

備は，冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放

射線分解により発生する水素による爆発の同

時発生を仮定する機器において，「放射線分

解により発生する水素による爆発」の発生を

仮定する機器における水素濃度ドライ換算 12

ｖｏｌ％での水素爆発に伴う瞬間的に上昇す

る温度及び圧力の影響を考慮しても，機能を

損なわない設計とする。◇1  

 

 

地震を要因として発生した場合に対処に用

いる代替安全冷却水系の常設重大事故等対処

設備は，「1.7.18（５） 地震を要因とする

重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわない設

計とする。◇1  

 

 

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設

備は，外部からの衝撃による損傷を防止でき

る前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル

廃液ガラス固化建屋に設置し，風（台風）等

により機能を損なわない設計とする。◇1  

 

 

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設

備及び常設重大事故等対処設備と可搬型重大

事故等対処設備の接続口は，溢水量及び化学

薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高

さへの設置，被水防護及び被液防護する設計

とする。◇1  

 

 

 

蒸⑦-7，⑧-11(P14から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「風（台風）等」の指す内容は，第

36 条の基本設計方針において具体化

されている風（台風），竜巻，凍

結，高温，降水，積雪及び火山の影

響等であり，考慮する事象の総称と

して示した記載であることから許可

の記載を用いた。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化。 

（以下同じ） 
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代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設

備は，配管の全周破断に対して，適切な材料

を使用すること又は影響を受けない場所に設

置することにより，漏えいした放射性物質を

含む腐食性の液体(溶液，有機溶媒等)により

重大事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。蒸⑨-6 

 

 代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等

は，外部からの衝撃による損傷を防止できる

前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液

ガラス固化建屋に保管し，風(台風)等により

重大事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。蒸⑨-7 

 

屋外に保管する代替安全冷却水系の可搬型

建屋内ホース等は，風(台風)及び竜巻に対し

て，風(台風)及び竜巻による風荷重を考慮

し，収納するコンテナ等に対して転倒防止，

固縛等の措置を講じて保管する設計とする。

蒸⑨-8 

 

 屋外に保管する代替安全冷却水系の可搬型

中型移送ポンプ，可搬型排水受槽等は，風(台

風)及び竜巻に対して，風(台風)及び竜巻によ

る風荷重を考慮し，当該設備の転倒防止，固

縛等の措置を講じて保管する設計とする。蒸

⑨-9 

 

 地震を要因として発生した場合に対処に用

いる代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プは，第 1章 共通項目の「9.2 重大事故等

対処設備」の「9.2.6 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることで重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。蒸⑨-10 

 

 代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処

設備は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考

慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防

護及び被液防護する設計とする。蒸⑨-11 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プ，可搬型排水受槽等は，内部発生飛散物の

影響を考慮し，外部保管エリアの内部発生飛

散物の影響を受けない場所に保管することに

より，重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。蒸⑨-12 

 

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設

備は，配管の全周破断に対して，適切な材料

を使用すること又は影響を受けない場所に設

置することにより，漏えいした放射性物質を

含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）によ

り機能を損なわない設計とする。蒸⑨-6 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等

は，外部からの衝撃による損傷を防止できる

前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液

ガラス固化建屋に保管し，風（台風）等によ

り機能を損なわない設計とする。蒸⑨-7 

 

 

屋外に保管する代替安全冷却水系の可搬型

建屋内ホース等は，風（台風）及び竜巻に対

して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考

慮し，収納するコンテナ等に対して転倒防

止，固縛等の措置を講じて保管する設計とす

る。蒸⑨-8 

 

屋外に保管する代替安全冷却水系の可搬型

中型移送ポンプ，可搬型排水受槽等は，風

（台風）及び竜巻に対して，風（台風）及び

竜巻による風荷重を考慮し，当該設備の転倒

防止，固縛等の措置を講じて保管する設計と

する。蒸⑨-9 

 

地震を要因として発生した場合に対処に用

いる代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プは，「ロ．(７)(ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることでその機能を損

なわない設計とする。蒸⑨-10 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処

設備は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考

慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防

護及び被液防護する設計とする。蒸⑨-11 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ

及び可搬型排水受槽等は，内部発生飛散物の

影響を考慮し，外部保管エリアの内部発生飛

散物の影響を受けない場所に保管することに

より，機能を損なわない設計とする。蒸⑨-12 

 

 

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設

備は，配管の全周破断に対して，適切な材料

を使用すること又は影響を受けない場所に設

置することにより，漏えいした放射性物質を

含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）によ

り機能を損なわない設計とする。◇1  

 

 

代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等

は，外部からの衝撃による損傷を防止できる

前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液

ガラス固化建屋に保管し，風（台風）等によ

り機能を損なわない設計とする。◇1  

 

 

屋外に保管する代替安全冷却水系の可搬型

建屋内ホース等は，風（台風）及び竜巻に対

して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考

慮し，収納するコンテナ等に対して転倒防

止，固縛等の措置を講じて保管する設計とす

る。◇1  

 

屋外に保管する代替安全冷却水系の可搬型

中型移送ポンプ，可搬型排水受槽等は，風

（台風）及び竜巻に対して，風（台風）及び

竜巻による風荷重を考慮し，当該設備の転倒

防止，固縛等の措置を講じて保管する設計と

する。◇1  

 

地震を要因として発生した場合に対処に用

いる代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プは，「1.7.18（５） 地震を要因とする重

大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく

設計とすることでその機能を損なわない設計

とする。◇1  

 

 

代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処

設備は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考

慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防

護及び被液防護する設計とする。◇1  

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ

及び可搬型排水受槽等は，内部発生飛散物の

影響を考慮し，外部保管エリアの内部発生飛

散物の影響を受けない場所に保管することに

より，機能を損なわない設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）」

とは許可において各施設で取扱う対象と

して記載している放射性物質を含む腐食

性の液体の総称として示した記載である

ことから許可の記載を用いた。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「屋外に保管する代替安全冷却水系の可

搬型建屋内ホース等」の指す内容は，可

搬型建屋内ホース，高レベル廃液ガラス

固化建屋の可搬型配管，可搬型排水受槽

及び可搬型建屋外ホースホースであり添

付書類で示すため当該箇所では許可の記

載を用いた。 

【「等」の解説】 

「コンテナ等」とは屋外に保管する可搬

型重大事故等対処設備を収納するための

手段のうち，保管庫以外の手段の総称と

して示した記載であることから許可の記

載を用いた。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化 

【「等」の解説】 

「可搬型中型移送ポンプ，可搬型排水受

槽等」の指す内容は，可搬型中型移送ポ

ンプ，可搬型排水受槽，可搬型建屋外ホ

ース，可搬型建屋内ホース，高レベル廃

液ガラス固化建屋の可搬型配管，可搬型

中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車及

び運搬車であり添付書類で示すため当該

箇所では許可の記載を用いた。 
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 代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等

は，内部発生飛散物の影響を考慮し，前処理

建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス

固化建屋の内部発生飛散物の影響を受けない

場所に保管することにより，重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とする。

蒸⑨-13 

 

  

 

 

 

 

 

 代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処

設備は，配管の全周破断に対して，漏えいし

た放射性物質を含む腐食性の液体(溶液，有機

溶媒等)の影響を受けない材質とすること又は

漏えい量を考慮した位置に保管することによ

り，重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。蒸⑨-14 

 

 代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁の

弁等の操作は，想定される重大事故等が発生

した場合においても操作に支障がないよう

に，線量率の高くなるおそれの少ない場所の

選定又は当該設備の設置場所への遮蔽の設置

等により当該設備の設置場所で操作可能な設

計とする。蒸⑨-15 

 

 代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処

設備は，想定される重大事故等が発生した場

合においても設置及び常設設備との接続に支

障がないように，線量率の高くなるおそれの

少ない場所の選定又は当該設備の設置場所へ

の遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で

操作可能な設計とする。蒸⑨-16 

 

 安全冷却水系から代替安全冷却水系への切

替えは，弁等の手動操作と可搬型建屋内ホー

ス等による給排水経路の構築とし，重大事故

等が発生した場合において，操作及び作業で

きる設計とする。蒸⑨-17 

 

 

 

 

 

 代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等

は，内部発生飛散物の影響を考慮し，前処理

建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス

固化建屋の内部発生飛散物の影響を受けない

場所に保管することにより，機能を損なわな

い設計とする。蒸⑨-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処

設備は，配管の全周破断に対して，漏えいし

た放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）の影響を受けない材質とすること

又は漏えい量を考慮した位置又は構造，被液

防護等の措置を講じて保管することにより，

機能を損なわない設計とする。蒸⑨-14 

 

代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁の

弁等の操作は，想定される重大事故等が発生

した場合においても操作に支障がないよう

に，線量率の高くなるおそれの少ない場所の

選定又は当該設備の設置場所への遮蔽の設置

等により当該設備の設置場所で操作可能な設

計とする。蒸⑨-15 

 

代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処

設備は，想定される重大事故等が発生した場

合においても設置及び常設設備との接続に支

障がないように，線量率の高くなるおそれの

少ない場所の選定又は当該設備の設置場所へ

の遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で

操作可能な設計とする。蒸⑨-16 

 

安全冷却水系から代替安全冷却水系への切

替えは，弁等の手動操作と可搬型建屋内ホー

ス等による給排水経路の構築とし，重大事故

等が発生した場合において，操作及び作業で

きる設計とする。蒸⑨-17 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等

は，内部発生飛散物の影響を考慮し，前処理

建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス

固化建屋の内部発生飛散物の影響を受けない

場所に保管することにより，機能を損なわな

い設計とする。◇1  

 

代替安全冷却水系のうち，屋外に設置する

可搬型中型移送ポンプ等は，積雪及び火山の

影響に対して，積雪に対しては除雪する手順

を，火山の影響（降下火砕物による積載荷

重）に対しては除灰及び屋内へ配備する手順

を整備する。◇4  

 

代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処

設備は，配管の全周破断に対して，漏えいし

た放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）の影響を受けない材質とすること

又は漏えい量を考慮した位置又は構造，被液

防護等の措置を講じて保管することにより，

機能を損なわない設計とする。◇1  

 

代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁の

弁等の操作は，想定される重大事故等が発生

した場合においても操作に支障がないよう

に，線量率の高くなるおそれの少ない場所の

選定又は当該設備の設置場所への遮蔽の設置

等により当該設備の設置場所で操作可能な設

計とする。◇1  

 

代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処

設備は，想定される重大事故等が発生した場

合においても設置及び常設設備との接続に支

障がないように，線量率の高くなるおそれの

少ない場所の選定又は当該設備の設置場所へ

の遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で

操作可能な設計とする。◇1  

 

安全冷却水系から代替安全冷却水系への切

替えは，弁等の手動操作と可搬型建屋内ホー

ス等による給排水経路の構築とし，重大事故

等が発生した場合において，操作及び作業で

きる設計とする。◇1  

 

 (５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18(４)ａ．操作

性の確保」に示す。◇1  

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「内部ループ配管・弁の弁等の操作」

の指す内容は保安規定で示すため当該

箇所では許可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「遮蔽の設置等」の指す内容は，放射

線の影響対策の総称として示した記載

であり，保安規定で示すため当該箇所

では許可の記載を用いた。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

機能を損なわないための設計の明確化 

【「等」の解説】 

「弁等の手動操作」の指す内容は保安

規定で示すため当該箇所では許可の記

載を用いた。 

【「等」の解説】 

「可搬型建屋内ホース等による給排水

経路の構築」の指す内容は，経路を構

築する操作の総称として示した記載で

あり，保安規定で示すため当該箇所で

は許可の記載を用いた。 
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プ，可搬型建屋内ホース等と代替安全冷却水

系の常設重大事故等対処設備との接続は，コ

ネクタ接続又はフランジ接続に統一すること

により，速やかに，容易かつ確実に現場での

接続が可能な設計とする。蒸⑩-1 

 

 代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プ，可搬型建屋内ホース等と代替安全冷却水

系の内部ループ配管・弁，機器注水配管・

弁，冷却コイル配管・弁，冷却ジャケット配

管・弁及び冷却水配管・弁(凝縮器)との接続

口は，コネクタ接続又はフランジ接続に統一

することにより，速やかに容易かつ確実に接

続できる設計とする。蒸⑩-2 

 

 代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁，

冷却コイル配管・弁，冷却ジャケット配管・

弁，機器注水配管・弁及び冷却水配管・弁(凝

縮器)は，通常時に使用する系統から速やかに

切り替えることができるよう，系統に必要な

弁等を設ける設計とし，それぞれ簡易な接続

及び弁等の操作により安全機能を有する施設

の系統から重大事故等対処設備の系統に速や

かに切り替えられる設計とする。蒸⑩-3 

 

 

 代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プ，可搬型建屋内ホース等は，容易かつ確実

に接続でき，複数の系統が相互に使用するこ

とができるよう，配管・ダクト・ホースは口

径並びに内部流体の圧力及び温度に応じたフ

ランジ接続又はより簡便な接続方式を用いる

設計とする。蒸⑩-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プ，可搬型建屋内ホース等と代替安全冷却水

系の常設重大事故等対処設備との接続は，コ

ネクタ接続又はフランジ接続に統一すること

により，速やかに，容易かつ確実に現場での

接続が可能な設計とする。蒸⑩-1 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プ，可搬型建屋内ホース等と代替安全冷却水

系の内部ループ配管・弁，機器注水配管・

弁，冷却コイル配管・弁，冷却ジャケット配

管・弁及び冷却水配管・弁（凝縮器）との接

続口は，コネクタ接続又はフランジ接続に統

一することにより，速やかに容易かつ確実に

接続できる設計とする。蒸⑩-2 

 

代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁，

冷却コイル配管・弁，冷却ジャケット配管・

弁，機器注水配管・弁及び冷却水配管・弁

（凝縮器）は，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えることができるよう，系統に

必要な弁等を設ける設計とし，それぞれ簡易

な接続及び弁等の操作により安全機能を有す

る施設の系統から重大事故等対処設備の系統

に速やかに切り替えられる設計とする。蒸⑩-

3 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，

可搬型建屋内ホース等は，容易かつ確実に接

続でき，複数の系統が相互に使用することが

できるよう，配管・ダクト・ホースは口径並

びに内部流体の圧力及び温度に応じたフラン

ジ接続又はより簡便な接続方式を用いる設計

とする。蒸⑩-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プ，可搬型建屋内ホース等と代替安全冷却水

系の常設重大事故等対処設備との接続は，コ

ネクタ接続又はフランジ接続に統一すること

により，速やかに，容易かつ確実に現場での

接続が可能な設計とする。◇1  

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プ，可搬型建屋内ホース等と代替安全冷却水

系の内部ループ配管・弁，機器注水配管・

弁，冷却コイル配管・弁，冷却ジャケット配

管・弁及び冷却水配管・弁（凝縮器）との接

続口は，コネクタ接続又はフランジ接続に統

一することにより，速やかに容易かつ確実に

接続できる設計とする。◇1  

 

代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁，

冷却コイル配管・弁，冷却ジャケット配管・

弁，機器注水配管・弁及び冷却水配管・弁

（凝縮器）は，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えることができるよう，系統に

必要な弁等を設ける設計とし，それぞれ簡易

な接続及び弁等の操作により安全機能を有す

る施設の系統から重大事故等対処設備の系統

に速やかに切り替えられる設計とする。◇1  

 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，

可搬型建屋内ホース等は，容易かつ確実に接

続でき，複数の系統が相互に使用することが

できるよう，配管・ダクト・ホースは口径並

びに内部流体の圧力及び温度に応じたフラン

ジ接続又はより簡便な接続方式を用いる設計

とする。◇1  

 

 9.5.2.1.4 主要設備の仕様 

代替安全冷却水系の主要設備を第 9.5－３(1)

表に，代替安全冷却水に関連するその他設備

の概略仕様を第 9.5－３表(2)～第 9.5－３表

(5)に，代替安全冷却水系の系統概要図を第

9.5－７図，第 9.5－10 図，第 9.5－13 図及び

第 9.5－16 図に示す。◇2  

代替安全冷却水系の機器及び接続口配置概要

図を第 9.5－８図，第 9.5－11 図，第 9.5－14

図及び第 9.5－17 図，接続口配置図及び接続

口一覧を第 9.5－９図，第 9.5－12 図，第 9.5

－15 図及び第 9.5－18 図に示す。◇2  

 

9.5.2.1.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18(４)ｂ．試

験・検査性」に示す。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「通常時に使用する系統から速やかに

切り替えることができるよう，系統に

必要な弁等」の指す内容は，系統の切

替えに必要な設備の総称として示した

記載であることから許可の記載を用い

た。 
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 代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ

は，通常時において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を確認するため，独立して

外観点検，員数確認，性能確認，分解点検等

が可能な設計とするとともに，分解又は取替

えが可能な設計とする。蒸⑪-1 

 

 代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ

は，運転状態の確認及び外観の確認が可能な

設計とする。蒸⑪-2 

 

 代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ

を使用した内部ループへの通水等の接続口

は，外観の確認が可能な設計とする。蒸⑪-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ

は，再処理施設の運転中又は停止中に独立し

て外観点検，員数確認，性能確認，分解点検

等が可能な設計とするとともに，分解又は取

替えが可能な設計とする。蒸⑪-1 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ

は，運転状態の確認及び外観の確認が可能な

設計とする。蒸⑪-2 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ

を使用した内部ループへの通水等の接続口

は，外観の確認が可能な設計とする。蒸⑪-3 

 

 

(ｂ) 主要な設備 

(ロ) 重大事故等対処設備 

２） 代替安全冷却水系 

［常設重大事故等対処設備］ 

内部ループ配管・弁（設計基準対象の施設

と兼用（第３表(4)））23 系列 

冷却コイル配管・弁（設計基準対象の施設

と兼用（第３表(4)及び第３表(6)））    

126 系列 

冷却ジャケット配管・弁（設計基準対象の

施設と兼用（第３表(4)及び第３表(6)））  

30 系列 

高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水給排

水配管・弁     ２ 系列 

機器注水配管・弁（設計基準対象の施設と

兼用（第３表(5)）） 226 系列 

高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水注水

配管・弁      ２ 系列 

冷却水配管・弁（凝縮器）（設計基準対象

の施設と一部兼用（第３表(7)））          

11  系列 

高レベル廃液ガラス固化建屋の凝縮器冷却

水給排水配管・弁  １ 系列 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生

を仮定する機器（設計基準対象の施設と兼

用（第３表(1)） 53 基 

 ［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型建屋外ホース    １ 式 

可搬型中型移送ポンプ   13 台（予備

として故障時及び待機除外時のバックアッ

プを７台） 

容  量   約 240 ｍ３／ｈ／

台 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ

は，再処理施設の運転中又は停止中に独立し

て外観点検，員数確認，性能確認，分解点検

等が可能な設計とするとともに，分解又は取

替えが可能な設計とする。◇1  

 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ

は，運転状態の確認及び外観の確認が可能な

設計とする。◇1  

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ

を使用した内部ループへの通水等の接続口

は，外観の確認が可能な設計とする。◇1  

 

 

第 9.5－３表(1) 代替安全冷却水系の主要設

備の仕様 

(１) 代替安全冷却水系 

[常設重大事故等対処設備] 

ａ．内部ループ配管・弁（設計基準対象の施

設と兼用（第 9.5－７図）） 

    数  量    23 系列 

ｂ．冷却コイル配管・弁（設計基準対象の施

設と兼用（第 9.5－７図及び 

第 9.5－13 図）） 

    数  量    126 系列 

ｃ．冷却ジャケット配管・弁（設計基準対象

の施設と兼用（第 9.5－７図 

及び第 9.5－13 図）） 

    数  量    30 系列 

ｄ．高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水給

排水配管・弁 

    数  量    ２系列 

ｅ．機器注水配管・弁（設計基準対象の施設

と兼用（第 9.5－10 図）） 

    数  量    226 系列 

ｆ．高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水注

水配管・弁 

    数  量    ２系列   

ｇ．冷却水配管・弁（凝縮器）（設計基準対

象の施設と一部兼用（第 9.5－16 図）） 

    数  量    11 系列 

ｈ．高レベル廃液ガラス固化建屋の凝縮器冷

却水給排水配管・弁 

    数  量    １系列 

ｉ．「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発

生を仮定する機器（設計基準対象の施設

と兼用）（第 9.5－４表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【「等」の解説】 

「外観点検，員数確認，性能確認，

分解点検等」とは，外観点検，員数

確認，性能確認，分解点検，漏えい

確認，温度確認，異音確認，異臭確

認等の対処するために必要な機能の

確認方法の総称として示した記載で

あることから許可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「内部ループへの通水等」とは蒸発

乾固への対処の総称として示した記

載であることから許可の記載を用い

た。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化。 
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可搬型建屋内ホース（内部ループへの通水

用）         １ 式 

可搬型建屋内ホース（貯槽等への注水用）  

１ 式 

可搬型建屋内ホース（冷却コイル又は冷却

ジャケットへの通水用）１ 式 

可搬型建屋内ホース（セル導出設備の凝縮

器への通水用）    １ 式 

可搬型排水受槽      16 基（予備

として故障時バックアップを８基） 

容  量   約 300 ｍ３／基 

高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管  

１ 式□2  

可搬型中型移送ポンプ運搬車（ＭＯＸ燃料

加工施設と共用）   ５ 台（予備とし

て故障時及び待機除外時のバックアップを

３台）蒸⑦-5，⑧-9  

ホース展張車       ５ 台（予備

として故障時及び待機除外時のバックアッ

プを３台）蒸⑦-6，⑧-10 

運搬車          ５ 台（予備

として故障時及び待機除外時のバックアッ

プを３台）蒸⑦-7，⑧-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    基  数    53 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ．可搬型建屋外ホース 

    数  量    １式 

ｂ．可搬型中型移送ポンプ 

種  類    うず巻式 

台  数    13（予備として故

障時及び待機除外時バックアップを

７台） 

容  量    約 240ｍ３／ｈ／

台 

ｃ．可搬型建屋内ホース（内部ループへの通

水用）（冷却コイル又は冷却ジャケット

への通水と一部兼用） 

    数  量    １式 

ｄ．可搬型建屋内ホース（貯槽等への注水

用） 

    数  量    １式 

ｅ．可搬型建屋内ホース（冷却コイル又は冷

却ジャケットへの通水用） 

    数  量    １式 

ｆ．可搬型建屋内ホース（セル導出設備の凝

縮器への通水用） 

    数  量    １式 

ｇ．可搬型排水受槽 

基  数    16（予備として故

障時のバックアップを８基） 

容  量    約 300ｍ３／    

基 

ｈ．高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配

管 

    数  量    １式◇3  

ｉ．可搬型中型移送ポンプ運搬車（ＭＯＸ燃

料加工施設と共用） 

台  数    ５（予備として

故障時及び待機除外時バックアッ

プを３台） 

ｊ．ホース展張車 

台  数    ５（予備として

故障時及び待機除外時バックアッ

プを３台） 

ｋ．運搬車 

台  数    ５（予備として

故障時及び待機除外時バックアッ

プを３台）◇1  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
蒸⑦-5，⑧-9 (P8へ) 
 
 
蒸⑦-6，⑧-10(P8へ) 
 
 
蒸⑦-7，⑧-11(P9へ) 
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別紙１② 

第三十九条（冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）（代替安全冷却水系） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

蒸① 
内部ループへの通水に必要な

設備設計 

技術基準規則（第 39 条）の要求事

項を受けている内容 
１項１号 － a,c,e 

蒸② 
貯槽等への注水に必要な設備

設計 

技術基準規則（第 39 条）の要求事

項を受けている内容 
１項２号 － a,c,e 

蒸③ 
冷却コイル等への通水に必要

な設備設計 

技術基準規則（第 39 条）の要求事

項を受けている内容 
１項２号 － a,c,e 

蒸④ 
凝縮器への通水に必要な設備

設計 

技術基準規則（第 39 条）の要求事

項を受けている内容 
１項３号 － a,c,e 

蒸⑤ 
蒸発乾固への対処に使用する

設備 

蒸発乾固への対処に使用する代替

換気設備に係る事項 
－ － － 

蒸⑥ 
多様性，位置的分散に関する内

容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 39 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（ 3 6 条 ２ 項 ） 

（ 3 6 条 ３ 項 ２ 号 ） 

（ 3 6 条 ３ 項 ４ 号 ） 

（ 3 6 条 ３ 項 ６ 号 ） 

－ b 

蒸⑦ 悪影響防止に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 39 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（第 36 条１項６号） 
－ b 

蒸⑧ 個数及び容量に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 39 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（第 36条１項１号） 
－ a,b 

蒸⑨ 環境条件等に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 39 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（ 第 36 条 １ 項 ２ 号 ） 

（ 第 36 条 １ 項 ７ 号 ） 

（ 第 36 条 ３ 項 ３ 号 ） 

（ 第 36 条 ３ 項 ４ 号 ） 

－ b 

蒸⑩ 操作性の確保に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 39 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（ 第 36 条 １ 項 ３ 号 ） 

（ 第 36 条 １ 項 ５ 号 ） 

（ 第 36 条 ３ 項 １ 号 ） 

（ 第 36 条 ３ 項 ５ 号 ） 

－ b 

蒸⑪ 試験・検査の確保に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 39 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（第 36条１項４号） 
－ b 

蒸⑫ 
蒸発乾固への対処に使用する

設備 

蒸発乾固への対処に使用する代替

換気設備に係る事項 
－ － b 
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蒸⑬ 
蒸発乾固への対処に使用する

設備 

蒸発乾固への対処に使用する計測

制御設備に係る事項 
－ － b 

蒸⑭ 
蒸発乾固への対処に使用する

設備 

蒸発乾固への対処に使用する水供

給設備に係る事項 
－ － b 

蒸⑮ 
蒸発乾固への対処に使用する

設備 

蒸発乾固への対処に使用する補機

駆動用燃料補給設備に係る事項 
－ － b 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  仕様表等の読み込み 
仕様表等の呼び込み場所の記載であるため，基本設計方

針に記載しない。 
－ 

□2  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

□3  
他条文で展開する事項（第 49

条） 

第 49 条「監視測定設備」にて，説明する内容であるため，

記載しない。 
－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）又は添付書 

類内の記載と重複する内容であるため，記載しない。 
－ 

◇2  仕様表等の呼び込み 
仕様表等の呼び込み場所の記載であるため，基本設計方

針に記載しない。 
－ 

◇3  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

◇4  
保安規定（除雪及び除灰）に関

する運用 

保安規定（除雪及び除灰）に関する事項は第 36 条「重大

事故等対処設備」にて明確にするため，記載しない。 
－ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

b Ⅵ-1-1-4-2 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

c 
Ⅵ-2-3 系統図 

Ⅵ-2-4 配置図 

d 仕様表（設計条件及び仕様） 

e Ⅵ-1-1-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備に関する説明書 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十九条（冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備） 

（共通項目）（1 / 4） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
第三十九条 

セル内において使用済燃料から分離された物

であって液体状のもの又は液体状の放射性廃

棄物を冷却する機能を有する施設には、再処

理規則第一条の三第二号に掲げる重大事故の

発生又は拡大を防止するために必要な次に掲

げる重大事故等対処設備が設けられていなけ

ればならない。 

 

一 蒸発乾固の発生を未然に防止するために

必要な設備 蒸共① 

 

二 蒸発乾固が発生した場合において、放射

性物質の発生を抑制し、及び蒸発乾固の進行

を緩和するために必要な設備 蒸共② 

 

三 蒸発乾固が発生した設備に接続する換気

系統の配管の流路を遮断するために必要な設

備及び換気系統の配管内が加圧状態になった

場合にセル内に設置された配管の外部へ放射

性物質を排出するために必要な設備 蒸共③ 

 

四 蒸発乾固が発生した場合において放射性

物質の放出による影響を緩和するために必要

な設備 蒸共④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 章 共通項目 

4. 閉じ込め機能  

4.3 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処す

るための設備 

セル内において使用済燃料から分離された

物であって液体状のもの又は液体状の放射性

廃棄物を冷却する機能を有する施設のうち，

冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生を仮定

する機器には，重大事故の発生又は拡大を防

止するために必要な次に掲げる重大事故等対

処設備を設ける設計とする。蒸共①-1，②-

1，③-1，④-1 

 

セル内において使用済燃料から分離された

物であって液体状のもの又は液体状の放射性

廃棄物を冷却する機能を有する施設には，蒸

発乾固の発生を未然に防止するとともに，蒸

発乾固が発生した場合において，放射性物質

の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を防止

し，蒸発乾固が発生した設備に接続する換気

系統の配管の流路を遮断するために必要な設

備及び換気系統の配管内が加圧状態になった

場合にセル内に設置された配管の外部へ放射

性物質を排出できるようにし，放射性物質の

放出による影響を緩和するために必要な重大

事故等対処設備を設ける設計とする。蒸共①-

2，②-2，③-2，④-2 

 

冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処する

ための設備は，代替安全冷却水系及び代替換

気設備で構成する。蒸共①-3，②-3，③-3，

④-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

 (ｄ) 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処

するための設備 

セル内において使用済燃料から分離された

物であって液体状のもの又は液体状の放射性

廃棄物を冷却する機能を有する施設のうち，

冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生を仮定

する機器には，重大事故の発生又は拡大を防

止するために必要な次に掲げる重大事故等対

処設備を設ける設計とする。蒸共①-1，②-

1，③-1，④-1 

 

セル内において使用済燃料から分離された

物であって液体状のもの又は液体状の放射性

廃棄物を冷却する機能を有する施設には，蒸

発乾固の発生を未然に防止するとともに，蒸

発乾固が発生した場合において，放射性物質

の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を防止

し，蒸発乾固が発生した設備に接続する換気

系統の配管の流路を遮断するために必要な設

備及び換気系統の配管内が加圧状態になった

場合にセル内に設置された配管の外部へ放射

性物質を排出できるようにし，放射性物質の

放出による影響を緩和するために必要な重大

事故等対処設備を設置及び保管する。蒸共①-

2，②-2，③-2，④-2 

 

冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処する

ための設備は，代替安全冷却水系及び代替換

気設備で構成する。蒸共①-3，②-3，③-3，

④-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.35 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対

処するための設備 

（冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処

するための設備） 

第三十五条 セル内において使用済燃料

から分離された物であって液体状のも

の又は液体状の放射性廃棄物を冷却す

る機能を有する施設には、再処理規則

第一条の三第二号に規定する重大事故

の発生又は拡大を防止するために必要

な次に掲げる重大事故等対処設備を設

けなければならない。 

一  蒸発乾固の発生を未然に防止する

ために必要な設備 

二  蒸発乾固が発生した場合におい

て、放射性物質の発生を抑制し、及び

蒸発乾固の進行を緩和するために必要

な設備 

三  蒸発乾固が発生した設備に接続す

る換気系統の配管の流路を遮断するた

めに必要な設備及び換気系統の配管内

が加圧状態になった場合にセル内に設

置された配管の外部へ放射性物質を排

出するために必要な設備 

四  蒸発乾固が発生した場合において

放射性物質の放出による影響を緩和す

るために必要な設備 

（解釈） 

１ 第１項第１号に規定する「蒸発乾固

の発生を未然に防止するために必要な

設備」とは、設計基準の要求により措

置した設備とは異なる冷却設備や回

収・移送設備、冷却管を用いた直接注

水設備等をいう。 

また、設備の必要な個数は、当該重

大事故等が発生するおそれがある安全

上重要な施設の機器ごとに１セットと

する。 

２ 第１項第２号に規定する「放射性物質

の発生を抑制し、及び蒸発乾固の進行を

緩和するために必要な設備」とは、ルテ

ニウムの気相への大量移行を抑制するた

めのショ糖等の注入設備、希釈材の注入

設備等をいう。 

また、設備の必要な個数は、当該重

大事故等が発生するおそれがある安全

上重要な施設の機器ごとに１セットと

する。 

３ 第１項第３号に規定する「蒸発乾固

が発生した設備に接続する換気系統の

発電炉の基本設計方針に

ついては，当該条文の比

較対象となる基本設計方

針がないため記載しな

い。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

  ：許可からの変更点等 

【凡例】 

【許可からの変更点等】 

基本設計方針の記載に合

わせ，記載の語尾を統

一。 
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（共通項目）（2 / 4） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生

を仮定する機器の冷却機能が喪失した場合に

その他再処理設備の附属施設の冷却水設備の

安全冷却水系（再処理設備本体用）の内部ル

ープに通水することで「冷却機能の喪失によ

る蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管の流路を遮断するために必要な設

備」とは、閉止弁、密閉式ダンパ等を

いい、「換気系統の配管内が加圧状態

になった場合にセル内に設置された配

管の外部へ放射性物質を排出するため

に必要な設備」とは、水封安全器等を

いう。 

また、設備の必要な個数は、当該重

大事故等が発生するおそれがある安全

上重要な施設の機器ごとに１セットと

する。 

４ 第１項第４号「放射性物質の放出に

よる影響を緩和するために必要な設

備」とは、セル換気系統を代替するた

めの設備をいう。 

また、セル換気系統の放射性物質を

低減する機能を代替するための設備の

必要な個数は、再処理施設に設置され

た排風機の台数と同数とする。 

５ 上記１、２及び３については、設備

の信頼性が十分に高いと判断されない

場合には、多様性も考慮して動作原理

の異なる設備を追加すること。 

６ 同時に又は連鎖して発生する可能性

のない事故の間で、設備を共用するこ

とは妨げない。 

７ 上記の措置には、対策を実施するた

めに必要となる電源、補給水、施設の

状態を監視するための設備の整備を含

む。 

 

適合のための設計方針 

セル内において使用済燃料から分離された

物であって液体状のもの又は液体状の放射性

廃棄物を冷却する機能を有する施設には，再

処理規則第一条の三第二号に規定する重大事

故の発生又は拡大を防止するために必要な次

に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計と

する。◇1  

 

第一号について 

蒸発乾固の発生を未然に防止するために必

要な重大事故等対処設備を設置及び保管する

設計とする。◇1  

その他再処理設備の附属施設の冷却水設備

の安全冷却水系（再処理設備本体用）の内部

ループに通水することで「冷却機能の喪失に

よる蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に

内包する溶液を冷却するための水供給に必要

な重大事故等対処設備として，代替安全冷却

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 

条件規定の追加 
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（共通項目）（3 / 4） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

包する溶液を冷却するための水供給に必要な

重大事故等対処設備として，代替安全冷却水

系を設ける設計とする。蒸共①-4 

 

 

 

 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生

を仮定する機器に内包する溶液が沸騰に至っ

た場合に「冷却機能の喪失による蒸発乾固」

の発生を想定する対象機器に注水すること及

びその他再処理設備の附属施設の冷却水設備

の安全冷却水系（再処理設備本体用）の冷却

コイル又は冷却ジャケットへ通水することで

蒸発乾固の進行を防止するための水供給に必

要な重大事故等対処設備として，代替安全冷

却水系を設ける設計とする。蒸共②-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生

を仮定する機器に内包する溶液が沸騰に至っ

た場合に「冷却機能の喪失による蒸発乾固」

の発生を想定する対象機器に内包する溶液の

沸騰により気相中に移行する放射性物質を，

これらの機器に接続する塔槽類廃ガス処理設

備の隔離弁を閉止し，塔槽類廃ガス処理設備

の流路を遮断することで，「冷却機能の喪失

による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器

からの蒸気を凝縮し，排気をセルに導出する

ために必要な重大事故等対処設備として代替

安全冷却水系及び代替換気設備のセルへの導

出経路の構築をするために必要な設備を設け

る設計とする。蒸共③-4 

 

 

 

 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生

を仮定する機器に内包する溶液が沸騰に至っ

た場合に「冷却機能の喪失による蒸発乾固」

の発生を想定する対象機器からセルに導出さ

れた放射性エアロゾルを除去し，主排気筒を

介して大気中に管理しながら放出するために

必要な重大事故等対処設備として代替換気設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水系を設ける設計とする。蒸共①-4 

 

第二号について 

蒸発乾固が発生した場合において，放射性

物質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を

防止するために必要な重大事故等対処設備を

設置及び保管する設計とする。◇1  

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生

を想定する対象機器に内包する溶液が沸騰に

至った場合に「冷却機能の喪失による蒸発乾

固」の発生を想定する対象機器に注水するこ

と及びその他再処理設備の附属施設の冷却水

設備の安全冷却水系（再処理設備本体用）の

冷却コイル又は冷却ジャケットへ通水するこ

とで蒸発乾固の進行を防止するための水供給

に必要な重大事故等対処設備として，代替安

全冷却水系を設ける設計とする。蒸共②-4 

 

第三号について 

蒸発乾固が発生した設備に接続する換気系

統の配管の流路を遮断するために必要な設備

及び換気系統の配管内が加圧状態になった場

合にセル内に設置された配管の外部へ放射性

物質を排出するために必要な重大事故等対処

設備を設置及び保管する設計とする。◇1  

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生

を想定する対象機器に内包する溶液の沸騰に

より気相中に移行する放射性物質を，これら

の機器に接続する塔槽類廃ガス処理設備の隔

離弁を閉止し，塔槽類廃ガス処理設備の流路

を遮断することで，「冷却機能の喪失による

蒸発乾固」の発生を想定する対象機器からの

蒸気を凝縮し，排気をセルに導出するために

必要な重大事故等対処設備として代替安全冷

却水系及び代替換気設備のセル導出設備を設

ける設計とする。蒸共③-4 

 

第四号について 

蒸発乾固が発生した場合において放射性物

質の放出による影響を緩和するために必要な

重大事故等対処設備を設置及び保管する設計

とする。◇1  

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生

を想定する対象機器からセルに導出された放

射性エアロゾルを除去し，主排気筒を介して

大気中に管理しながら放出するために必要な

重大事故等対処設備として代替換気設備の代

替セル排気系を設ける設計とする。蒸共④-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 

条件規定の追加 

（以下同上） 

【許可からの変更点等】 

記載の適正化 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

設工認での設備名称を考慮

した記載に変更。 

（以下同じ） 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十九条（冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備） 

（共通項目）（4 / 4） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

備の代替セル排気系による対応をするために

必要な設備を設ける設計とする。蒸共④-4 

 

上記の代替冷却水系及び代替換気設備は，

第 1章 共通項目の「5.5 放射線分解により

発生する水素による爆発に対処するための設

備」に示す状態と重畳した場合においても必

要な機能を発揮する設計とする。蒸共①-5，

②-5，③-5，④-5 

 

なお，冷却機能の喪失による蒸発乾固の発

生又は拡大を防止するために使用する代替安

全冷却水系の設計については，第 2章 個別

項目の「7.2.2 冷却水設備」の「7.2.2.3 

代替安全冷却水系」に，代替換気設備の設計

については，第 2章 個別項目の「5.1 気体

廃棄物の廃棄施設」の「5.1.6 代替換気設

備」に示す。蒸共①-6，②-6，③-6，④-6 

 

【許可からの変更点等】 

重畳する事故条件時にお

ける設計方針について記

載を追加 

【許可からの変更点等】 

設計に関する呼込みの追

加 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第三十九条（冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備）（共通項目） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

蒸共

① 

蒸発乾固の発生を未然に防止

するために必要な設備の概要 

技術基準規則（第 39 条）の要求事

項を受けている内容 
39 条１項１号 － a 

蒸共

② 

蒸発乾固が発生した場合にお

いて、放射性物質の発生を抑制

し、及び蒸発乾固の進行を緩和

するために必要な設備の概要 

技術基準規則（第 39 条）の要求事

項を受けている内容 
39 条１項２号 － a 

蒸共

③ 

蒸発乾固が発生した設備に接

続する換気系統の配管の流路

を遮断するために必要な設備

及び換気系統の配管内が加圧

状態になった場合にセル内に

設置された配管の外部へ放射

性物質を排出するために必要

な設備の概要 

技術基準規則（第 39 条）の要求事

項を受けている内容 
39 条１項３号 － a 

蒸共 

④ 

蒸発乾固が発生した場合にお

いて放射性物質の放出による

影響を緩和するために必要な

設備の概要 

技術基準規則（第 39 条）の要求事

項を受けている内容 
39 条１項４号 － a 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

－ － － － 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）又は添付書類内の

記載と重複する内容であるため，記載しない。 
－ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ-1-1-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備に関する説明書 
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第40条：放射線分解により発生する水素による爆発に 

対処するための設備 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 40 条（放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備） 

（代替安全圧縮空気系）（1 / 18） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
第四十条 

 セル内において放射線分解によって発生す

る水素が再処理設備の内部に滞留することを

防止する機能を有する施設には、再処理規則

第一条の三第三号に掲げる重大事故の発生又

は拡大を防止するために必要な次に掲げる重

大事故等対処設備が設けられていなければな

らない。 

 

一 放射線分解により発生する水素による爆

発 (以下この条において「水素爆発」とい

う。) の発生を未然に防止するために必要な

設備 水① 

 

二 水素爆発が発生した場合において水素爆

発が続けて生ずるおそれがない状態を維持す

るために必要な設備 水② 

 

三 水素爆発が発生した設備に接続する換気

系統の配管の流路を遮断するために必要な設

備及び換気系統の配管内が加圧状態になった

場合にセル内に設置された配管の外部へ放射

性物質を排出するために必要な設備 

（代替換気設備で記載） 

 

四 水素爆発が発生した場合において放射性

物質の放出による影響を緩和するために必要

な設備 

（代替換気設備で記載） 

 

（水③から⑧は技術基準規則第三十六条への

適合方針） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 個別項目 

7 その他再処理設備の附属施設 

7.1 動力装置及び非常用動力装置 

7.1.2 圧縮空気設備 

7.1.2.3 代替安全圧縮空気系 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系は，放射線分解によ

り発生する水素による爆発（以下 7.1.2.3

では「水素爆発」という。）を未然に防止

するための空気の供給に使用する設備及び

水素爆発の再発を防止するための空気の供

給に使用する設備で構成する。 

水①-1，②-1 

 

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失し

た場合において，「水素爆発」の発生を仮

定する機器に圧縮空気を供給し，水素爆発

の発生を未然に防止するために必要な，水

素爆発を未然に防止するための空気の供給

に使用する設備を設ける設計とする。水①-

2 

 

 

 

 

 

 

 

水素爆発を未然に防止するための対策が

機能しなかった場合に備え，「水素爆発」

の発生を仮定する機器に水素爆発を未然に

防止するための対策に使用する系統とは異

なる系統から圧縮空気を供給し，水素爆発

が続けて生じるおそれがない状態を維持す

るために必要な，水素爆発の再発を防止す

るための空気の供給に使用する設備を設け

る設計とする。水②-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造及び

設備 

(１) 動力装置及び非常用動力装置の構造及び

設備 

(ⅱ) 圧縮空気設備 

(ａ) 構  造 

 (ロ) 重大事故等対処設備 

１） 代替安全圧縮空気系 

 

代替安全圧縮空気系は，水素爆発を未然

に防止するための空気の供給に使用する設

備及び水素爆発の再発を防止するための空

気の供給に使用する設備で構成する。  

水①-1，②-1 

 

 

 

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失し

た場合において，放射線分解により発生す

る水素による爆発の発生を仮定する機器

（第４表）□1 に圧縮空気を供給し，水素爆

発の発生を未然に防止するために必要な，

水素爆発を未然に防止するための空気の供

給に使用する設備を設置及び保管する。 

水①-2 

 

 

 

 

 

 

水素爆発を未然に防止するための対策が

機能しなかった場合に備え，放射線分解に

より発生する水素による爆発の発生を仮定

する機器に水素爆発を未然に防止するため

の対策に使用する系統とは異なる系統から

圧縮空気を供給し，水素爆発が続けて生じ

るおそれがない状態を維持するために必要

な，水素爆発の再発を防止するための空気

の供給に使用する設備を設置及び保管す

る。水②-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.2 重大事故等対処設備 

9.3.2.1 代替安全圧縮空気系 

9.3.2.1.1 概  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した

場合において，「放射線分解により発生する

水素による爆発」（以下9.3.2.1では「水素爆

発」という。）の発生を仮定する機器に圧縮

空気を供給し，水素爆発の発生を未然に防止

するために必要な重大事故等対処設備を設置

及び保管する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

上記対策が機能しなかった場合に備え，水

素爆発の発生を仮定する機器に上記対策に使

用する系統とは異なる系統から圧縮空気を供

給し，水素爆発が続けて生じるおそれがない

状態を維持するために必要な重大事故等対処

設備を設置及び保管する。◇1  

 

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した

場合には，水素爆発の発生を未然に防止する

ため，水素爆発の発生を仮定する機器に圧縮

空気を供給する。◇1  

 

上記対策が機能せず水素爆発が発生した場

合には，水素爆発が続けて生じるおそれがな

い状態を維持するため，水素爆発の発生を仮

定する機器に上記対策に使用する系統とは異

なる系統から圧縮空気を供給する。◇1  

 

 

発電炉の基本設計方針に

ついては、当該条文の比

較対象となる基本設計方

針がないため記載しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わせ，記載の語尾

を統一。 

（以下同じ） 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

  ：許可からの変更点等 

【凡例】 

【許可からの変更点】 

初出のため用語を定義。 

【許可からの変更点】 

用語を定義に伴う記載の変更 

（以下同じ） 

③(P3)から 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 40 条（放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備） 

（代替安全圧縮空気系）（2 / 18） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系は，圧縮空気自動供

給貯槽，圧縮空気自動供給ユニット，機器

圧縮空気自動供給ユニット，可搬型空気圧

縮機，可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内

ホース，水素爆発を未然に防止するために

「水素爆発」を仮定する機器に圧縮空気を

供給する安全圧縮空気系の水素掃気系の恒

設の主配管（以下 7.2.2.1 では「水素掃気

配管・弁」という。），水素爆発を未然に

防止するため又は水素爆発の再発を防止す

るために「水素爆発」を仮定する機器に圧

縮空気を供給する安全圧縮空気系の水素掃

気系以外の恒設の主配管等（以下 7.2.2.1

では「機器圧縮空気供給配管・弁」とい

う。），可搬型建屋外ホースから水素掃気

配管・弁又は機器圧縮空気供給配管・弁ま

で圧縮空気を中継するために使用する恒設

の主配管（以下 7.2.2.1 では「建屋内空気

中継配管」という。）及び 

水①-3，5，6，②-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水素爆発を未然に防止するための空気の

供給に使用する設備は，圧縮空気自動供給

貯槽，圧縮空気自動供給ユニット，機器圧

縮空気自動供給ユニット，建屋内空気中継

配管，可搬型空気圧縮機，可搬型建屋外ホ

ース，可搬型建屋内ホース，水素掃気配

管・弁及び機器圧縮空気供給配管・弁で構

成する。水①-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽

油貯槽を常設重大事故等対処設備として設

置する。水⑨-1 

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽

油用タンクローリ【水⑨-2】並びに計装設

備の一部である可搬型圧縮空気自動供給貯

槽圧力計，可搬型圧縮空気自動供給ユニッ

ト圧力計，可搬型機器圧縮空気自動供給ユ

ニット圧力計，可搬型貯槽掃気圧縮空気流

量計，可搬型水素掃気系統圧縮空気圧力

計，可搬型かくはん系統圧縮空気圧力計，

可搬型セル導出ユニット流量計，可搬型水

素濃度計及び可搬型貯槽温度計を可搬型重

大事故等対処設備として配備する。水⑩-1 

9.3.2.1.2 系統構成及び主要設備 

水素爆発の発生を未然に防止し，水素爆発

が続けて生じるおそれがない状態を維持する

ための設備として，代替安全圧縮空気系を設

ける。◇1  

 

(１) 系統構成 

水素爆発に対処するための重大事故等対

処設備として，代替安全圧縮空気系を使用

する。代替安全圧縮空気系は，水素爆発を

未然に防止するための空気の供給に使用す

る設備及び水素爆発の再発を防止するため

の空気の供給に使用する設備で構成する。 

◇1  

水素爆発を未然に防止するための空気の

供給に使用する設備は，圧縮空気自動供給

貯槽，圧縮空気自動供給ユニット，機器圧

縮空気自動供給ユニット，建屋内空気中継

配管，可搬型空気圧縮機，可搬型建屋外ホ

ース，可搬型建屋内ホース，水素掃気配

管・弁及び機器圧縮空気供給配管・弁で構

成する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽

油貯槽を常設重大事故等対処設備として設

置する。◇1  

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽

油用タンクローリ並びに計装設備の一部で

ある可搬型圧縮空気自動供給貯槽圧力計，

可搬型圧縮空気自動供給ユニット圧力計，

可搬型機器圧縮空気自動供給ユニット圧力

計，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計，可搬

型水素掃気系統圧縮空気圧力計，可搬型か

くはん系統圧縮空気圧力計，可搬型セル導

出ユニット流量計，可搬型水素濃度計及び

可搬型貯槽温度計を可搬型重大事故等対処

設備として配備する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水①-5，6，②-6  

P4から 

 

 

 

水⑨-1 P4へ 

 

 

 

水⑨-2 P4へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

水⑩-1 P4へ 

【許可からの変更点】 

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失し

た場合に使用する代替安全圧縮空気系以

外の重大事故等対処設備の説明文章構成

の変更。（水⑨-1，2，3，4，⑩-1，2） 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

設工認での設備名称を考慮した変更及び対

処に使用する主配管の定義追加。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「主配管等」の指す内容は，主配管及

び経路を構成する機器であり添付書類

「Ⅵ-2-3 系統図」で示す。 

（以下同じ） 
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圧縮空気手動供給ユニット並びに 

水②-3 

 

 

 

 

設計基準対象の施設と兼用する「水素爆

発」の発生を仮定する機器で構成する。水

①-4，②-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水素爆発を未然に防止するための対策が

機能しなかった場合に備え，放射線分解に

より発生する水素による爆発の発生を仮定

する機器に水素爆発を未然に防止するため

の対策に使用する系統とは異なる系統から

圧縮空気を供給し，水素爆発が続けて生じ

るおそれがない状態を維持するために必要

な，水素爆発の再発を防止するための空気

の供給に使用する設備を設置及び保管す

る。水②-2 

 

水素爆発の再発を防止するための空気の

供給に使用する設備は，圧縮空気手動供給

ユニット【水②-3】，建屋内空気中継配

管，可搬型空気圧縮機，可搬型建屋外ホー

ス，可搬型建屋内ホース及び機器圧縮空気

供給配管・弁で構成する。 

 

 

 

 

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽

油貯槽を常設重大事故等対処設備として設

置する。水⑨-3 

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽

油用タンクローリ【水⑨-4】並びに計装設

備の一部である可搬型圧縮空気手動供給ユ

ニット接続系統圧力計，可搬型貯槽掃気圧

縮空気流量計，可搬型かくはん系統圧縮空

気圧力計，可搬型セル導出ユニット流量

計，可搬型水素濃度計及び可搬型貯槽温度

計を可搬型重大事故等対処設備として配備

する。水⑩-2 

 

設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気

設備の安全圧縮空気系の一部，清澄・計量

設備の一部，分離設備の一部，分配設備の

一部，分離建屋一時貯留処理設備の一部，

高レベル廃液濃縮設備の高レベル廃液濃縮

系の一部，プルトニウム精製設備の一部，

精製建屋一時貯留処理設備の一部，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝設備の溶液系の

一部，高レベル廃液貯蔵設備の高レベル濃

縮廃液貯蔵系の一部，高レベル廃液貯蔵設

備の共用貯蔵系の一部及び高レベル廃液ガ

ラス固化設備の一部を重大事故等対処設備

の代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水素爆発の再発を防止するための空気の

供給に使用する設備は，圧縮空気手動供給

ユニット，建屋内空気中継配管，可搬型空

気圧縮機，可搬型建屋外ホース，可搬型建

屋内ホース及び機器圧縮空気供給配管・弁

で構成する。◇1  

 

 

 

 

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽

油貯槽を常設重大事故等対処設備として設

置する。◇1  

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽

油用タンクローリ並びに計装設備の一部で

ある可搬型圧縮空気手動供給ユニット接続

系統圧力計，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量

計，可搬型かくはん系統圧縮空気圧力計，

可搬型セル導出ユニット流量計，可搬型水

素濃度計及び可搬型貯槽温度計を可搬型重

大事故等対処設備として配備する。◇1  

 

 

設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気

設備の安全圧縮空気系の一部，清澄・計量

設備の一部，分離設備の一部，分配設備の

一部，分離建屋一時貯留処理設備の一部，

高レベル廃液濃縮設備の高レベル廃液濃縮

系の一部，プルトニウム精製設備の一部，

精製建屋一時貯留処理設備の一部，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝設備の溶液系の

一部，高レベル廃液貯蔵設備の高レベル濃

縮廃液貯蔵系の一部，高レベル廃液貯蔵設

備の共用貯蔵系の一部及び高レベル廃液ガ

ラス固化設備の一部を重大事故等対処設備

の代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水②-2 P1へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

水①-4，②-4 P4から 

 

 

 

水⑨-3 P4へ 

 

 

 

水⑨-4 P4へ 

 

 

 

 

 

 

水⑩-2 P4へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③(P1)へ 

【許可からの変更点】 

設工認での設備名称を考慮した変更 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

文章構成の変更 

（以下同じ） 
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安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失し

た場合の重大事故等対処設備として，代替

安全圧縮空気系の他，補器駆動用燃料補給

設備の軽油貯槽及び軽油用タンクローリ並

びに計測制御設備の可搬型圧縮空気自動供

給貯槽圧力計，可搬型圧縮空気自動供給ユ

ニット圧力計，可搬型機器圧縮空気自動供

給ユニット圧力計，可搬型貯槽掃気圧縮空

気流量計，可搬型水素掃気系統圧縮空気圧

力計，可搬型かくはん系統圧縮空気圧力

計，可搬型セル導出ユニット流量計，可搬

型水素濃度計及び可搬型貯槽温度計及び可

搬型圧縮空気手動供給ユニット接続系統圧

力計を使用する設計とする。なお，補器駆

動用燃料補給設備については，第 2章 個

別項目の「7.1.1 電気設備」の「7.1.1.11 

補器駆動用燃料補給設備」に，計測制御設

備については第 2章 個別項目の「4.1 計

測制御設備」に示す。水⑨-1，2, 3, 4, ⑩

-1, 2 

 

代替安全圧縮空気系は，可搬型空気圧縮

機と水素掃気配管・弁又は機器圧縮空気供

給配管・弁を可搬型建屋外ホース，可搬型

建屋内ホース等を用いて接続した上で，可

搬型空気圧縮機を運転することで，「水素

爆発」の発生を仮定する機器へ圧縮空気を

供給し，水素濃度を可燃限界濃度未満に維

持できる設計とする。水①-7，②-7 

として位置付け，【水①-5】清澄・計量設

備の一部，分離設備の一部，分配設備の一

部，分離建屋一時貯留処理設備の一部，高

レベル廃液濃縮設備の高レベル廃液濃縮系

の一部，プルトニウム精製設備の一部，精

製建屋一時貯留処理設備の一部，圧縮空気

設備の安全圧縮空気系の一部，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝設備の溶液系の一部，

高レベル廃液貯蔵設備の高レベル濃縮廃液

貯蔵系の一部，高レベル廃液貯蔵設備の共

用貯蔵系の一部，高レベル廃液ガラス固化

設備の一部，分析設備の一部及び計測制御

設備の一部を重大事故等対処設備の代替安

全圧縮空気系の機器圧縮空気供給配管・弁

として【水①-6，②-6】，また，設計基準

対象の施設と兼用する計装設備の一部及び

放射線分解により発生する水素による爆発

の発生を仮定する機器【水①-4，②-4】

（第４表(１)）□1 を常設重大事故等対処設備

として位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補機駆動用燃料補給設備については「 リ．

(４) (ⅶ) 補機駆動用燃料補給設備」に，計装設

備については「ヘ．(３)(ⅱ)(ａ) 計装設備」に示

す。 

 

 

代替安全圧縮空気系は，可搬型空気圧縮

機と水素掃気配管・弁又は機器圧縮空気供

給配管・弁を可搬型建屋外ホース，可搬型

建屋内ホース等を用いて接続した上で，可

搬型空気圧縮機を運転することで，放射線

分解により発生する水素による爆発の発生

を仮定する機器へ圧縮空気を供給し，水素

濃度を可燃限界濃度未満に維持できる設計

として位置付け，清澄・計量設備の一部，

分離設備の一部，分配設備の一部，分離建

屋一時貯留処理設備の一部，高レベル廃液

濃縮設備の高レベル廃液濃縮系の一部，プ

ルトニウム精製設備の一部，精製建屋一時

貯留処理設備の一部，圧縮空気設備の安全

圧縮空気系の一部，ウラン・プルトニウム

混合脱硝設備の溶液系の一部，高レベル廃

液貯蔵設備の高レベル濃縮廃液貯蔵系の一

部，高レベル廃液貯蔵設備の共用貯蔵系の

一部，高レベル廃液ガラス固化設備の一

部，分析設備の一部及び計測制御設備の一

部を重大事故等対処設備の代替安全圧縮空

気系の機器圧縮空気供給配管・弁として位

置付ける。また，設計基準対象の施設と兼

用する計測制御設備の一部及び水素爆発の

発生を仮定する機器（第 9.3－３表）を常

設重大事故等対処設備として位置付ける。 

◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補機駆動用燃料補給設備については

「9.14.4 系統構成」に，計装設備につい

ては「6.2.1.4 系統構成及び主要設備」に

示す。◇1  

 

(２) 主要設備 

代替安全圧縮空気系は，可搬型空気圧縮

機と水素掃気配管・弁又は機器圧縮空気供

給配管・弁を可搬型建屋外ホース，可搬型

建屋内ホース等を用いて接続した上で，可

搬型空気圧縮機を運転することで，水素爆

発の発生を仮定する機器へ圧縮空気を供給

し，水素濃度を可燃限界濃度未満に維持で

きる設計とする。◇1  

水①-5 P2へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水①-6，②-6  P2へ 

 

 

水①-4，②-4 P3へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水⑨-1, 2, ⑩-1 

P2から 

水⑨-3, 4, ⑩-2 

P3から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水①-7，②-7 P5から 

【「等」の解説】 

「可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホ

ース等」の指す内容は、可搬型建屋外ホ

ース，可搬型建屋内ホース及び建屋内空

気中継配管であり，添付書類でしめすた

め当該箇所では許可の記載を用いた。

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

文章構成の変更 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

設工認の章構成に合わせて引用先を適正

化した。 

（以下同じ） 
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代替安全圧縮空気系は，圧縮空気設備の

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失し，

系統内の圧力が低下した場合，溶液の性状

ごとに水素掃気機能喪失から重大事故等対

策の準備に使用することができる時間が短

い分離建屋，精製建屋及びウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋の水素掃気配管・弁に

圧縮空気自動供給貯槽及び圧縮空気自動供

給ユニットから機器圧縮空気自動供給ユニ

ットに切り替えるまでの間，自動で水素燃

焼時においても貯槽等に影響を与えないド

ライ換算 8vol％（以下 7.1.2.3 では「未然

防止濃度」という。）未満を維持するため

に必要な圧縮空気を供給できる設計とす

る。水①-8 

 

代替安全圧縮空気系は，水素発生量の増

加が想定される時間の前に，圧縮空気自動

供給貯槽及び圧縮空気自動供給ユニットか

ら機器圧縮空気自動供給ユニットへの切り

替えを行い，可搬型空気圧縮機により圧縮

空気を供給するまでの間，未然防止濃度に

維持するために十分な量の圧縮空気を供給

できる設計とする。水①-9 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給

系は，安全圧縮空気系の配管の内圧が所定

の圧力（約 0.7MPa[gage]）を下回った場合

に，自動で圧縮空気を供給する設計とす

る。代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自

動供給ユニットに切り替えるまでの間，未

然防止濃度未満を維持するために必要な流

量を確保する設計とする。水①-10 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

からの空気の供給開始前に未然防止濃度に

至る可能性のある「水素爆発」の発生を仮

定する機器に対して，代替安全圧縮空気系

の機器圧縮空気自動供給ユニットを設置す

る設計とする。機器圧縮空気自動供給ユニ

ットは，圧縮空気自動供給貯槽及び圧縮空

気自動供給ユニットよりも貯槽等に近い代

替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁に設

置し，圧縮空気を供給できる設計とする。

水①-11 

 

代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動

供給ユニットは，安全圧縮空気系の配管の

とする。水①-7，②-7 

 

代替安全圧縮空気系は，圧縮空気設備の

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失し，

系統内の圧力が低下した場合，溶液の性状

ごとに水素掃気機能喪失から重大事故対策

の準備に使用することができる時間（以下

「許容空白時間」という。）が短い分離建

屋，精製建屋及びウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋の水素掃気配管・弁に圧縮空気

自動供給貯槽及び圧縮空気自動供給ユニッ

トから機器圧縮空気自動供給ユニットに切

り替えるまでの間，自動で水素燃焼時にお

いても貯槽等に影響を与えないドライ換算

８ｖｏｌ％（以下「未然防止濃度」とい

う。）未満を維持するために必要な圧縮空

気を供給できる設計とする。水①-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給

系は，安全圧縮空気系の配管の内圧が所定

の圧力（約 0.7ＭＰａ[gage]）を下回った場

合に，自動で圧縮空気を供給する設計とす

る。代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自

動供給ユニットに切り替えるまでの間，未

然防止濃度未満を維持するために必要な流

量を確保する設計とする。水①-10 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

からの空気の供給開始前に未然防止濃度に

至る可能性のある放射線分解により発生す

る水素による爆発の発生を仮定する機器に

対して，代替安全圧縮空気系の機器圧縮空

気自動供給ユニットを設置する。機器圧縮

空気自動供給ユニットは，圧縮空気自動供

給貯槽及び圧縮空気自動供給ユニットより

も貯槽等に近い代替安全圧縮空気系の水素

掃気配管に設置し，圧縮空気を供給できる

設計とする。水①-11 

 

代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動

供給ユニットは，安全圧縮空気系の配管の

 

 

代替安全圧縮空気系は，圧縮空気設備の

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失し，

系統内の圧力が低下した場合，溶液の性状

ごとに水素掃気機能喪失から重大事故対策

の準備に使用することができる時間（許容

空白時間）が短い分離建屋，精製建屋及び

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素

掃気配管・弁に圧縮空気自動供給貯槽及び

圧縮空気自動供給ユニットから機器圧縮空

気自動供給ユニットに切り替えるまでの

間，自動で未然防止濃度未満を維持するた

めに必要な圧縮空気を供給できる設計とす

る。◇1  

 

 

 

代替安全圧縮空気系は，水素発生量の増

加が想定される時間の前に，圧縮空気自動

供給貯槽及び圧縮空気自動供給ユニットか

ら機器圧縮空気自動供給ユニットへの切り

替えを行い，可搬型空気圧縮機により圧縮

空気を供給するまでの間，未然防止濃度に

維持するために十分な量の圧縮空気を供給

できる設計とする。水①-9 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給

系は，安全圧縮空気系の配管の内圧が所定

の圧力（約 0.7ＭＰａ[gage]）を下回った

場合に，自動で圧縮空気を供給する設計と

する。代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気

自動供給ユニットに切り替えるまでの間，

未然防止濃度未満を維持するために必要な

流量を確保する設計とする。◇1  

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

からの空気の供給開始前に未然防止濃度に

至る可能性のある水素爆発の発生を仮定す

る機器に対して，代替安全圧縮空気系の機

器圧縮空気自動供給ユニットを設置する。

機器圧縮空気自動供給ユニットは，圧縮空

気自動供給貯槽及び圧縮自動供給空気ユニ

ットよりも貯槽等に近い代替安全圧縮空気

系の水素掃気配管・弁に設置し，圧縮空気

を供給できる設計とする。◇1  

 

 

代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動

供給ユニットは，安全圧縮空気系の配管の

水①-7，②-7 P4へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

以下において「許容空白時間」を用いてい

ないため削除した。 

【「等」の解説】 

「貯槽等」の指す内容は，水素爆発の影

響を受ける機器の総称として示した記載

であることから許可の記載を用いた。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

設工認の章構成に合わせて規定範囲を

適正化した。 

【許可からの変更点】 

用語の定義に伴う記載の変更 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「貯槽等」の指す内容は，対処を行う対

象の総称として示した記載であり，許可

での表現を用いた。 

（以下同じ） 
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内圧が所定の圧力（約 0.4ＭＰａ[gage]）を

下回った場合に自動で圧縮空気を供給する

設計とする。水①-12 

 

代替安全圧縮空気系は，代替安全圧縮空

気系の機器圧縮空気自動供給ユニットの作

動が遅延することにより，貯槽等の水素濃

度を未然防止濃度未満に維持するための機

能に悪影響を及ぼすことがないよう，代替

安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給貯槽及

び圧縮空気自動供給ユニットを隔離するこ

とにより機器圧縮空気自動供給ユニットか

ら圧縮空気の供給を開始できる設計とす

る。可搬型空気圧縮機に切り替えるまでの

間，未然防止濃度未満を維持するために必

要な量を確保する設計とする。水①-13 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

からの空気の供給開始前に未然防止濃度に

至る可能性のある「水素爆発」の発生を仮

定する機器に対して，圧縮空気手動供給ユ

ニットを設置する設計とする。代替安全圧

縮空気系の圧縮空気手動供給ユニットは，

発生防止対策とは異なる機器圧縮空気供給

配管・弁に設置し，圧縮空気を供給できる

設計とする。水②-8 

 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給

ユニットは，代替安全圧縮空気系の機器圧

縮空気供給配管・弁へ手動により速やかに

接続できる設計とする。水②-9 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給

ユニットは，代替安全圧縮空気系の可搬型

空気圧縮機に切り替えるまでの間，貯槽等

内の水素濃度を未然防止濃度未満に維持す

るために必要な量の圧縮空気を供給できる

設計とする。水②-10 

 

代替安全圧縮空気系は，発生防止対策が

機能しない場合に備え，圧縮空気手動供給

ユニットにより圧縮空気を供給し，機器内

の水素濃度を未然防止濃度未満に維持して

いる期間中に，発生防止対策で敷設する代

替安全圧縮空気系の可搬型建屋外ホース，

可搬型建屋外ホースの下流側に，機器に圧

縮空気を供給するための建屋内空気中継配

管及び可搬型建屋内ホースを設置し，可搬

型建屋内ホースと機器圧縮空気供給配管・

内圧が所定の圧力（約 0.4ＭＰａ[gage]）を

下回った場合に自動で圧縮空気を供給する

設計とする。水①-12 

 

代替安全圧縮空気系は，代替安全圧縮空

気系の機器圧縮空気自動供給ユニットの作

動が遅延することにより，貯槽等の水素濃

度を未然防止濃度未満に維持するための機

能に悪影響を及ぼすことがないよう，代替

安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給貯槽及

び圧縮空気自動供給ユニットを隔離するこ

とにより機器圧縮空気自動供給ユニットか

ら圧縮空気の供給を開始できる設計とす

る。可搬型空気圧縮機に切り替えるまでの

間，未然防止濃度未満を維持するために必

要な量を確保する設計とする。水①-13 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

からの空気の供給開始前に未然防止濃度に

至る可能性のある放射線分解により発生す

る水素による爆発の発生を仮定する機器に

対して，圧縮空気手動供給ユニットを設置

する。代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動

供給ユニットは，発生防止対策とは異なる

機器圧縮空気供給配管・弁に設置し，圧縮

空気を供給できる設計とする。水②-8 

 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給

ユニットは，代替安全圧縮空気系の機器圧

縮空気供給配管・弁へ手動により速やかに

接続できる設計とする。水②-9 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給

ユニットは，代替安全圧縮空気系の可搬型

空気圧縮機に切り替えるまでの間，貯槽等

内の水素濃度を未然防止濃度未満に維持す

るために必要な量の圧縮空気を供給できる

設計とする。水②-10 

 

代替安全圧縮空気系は，発生防止対策が

機能しない場合に備え，圧縮空気手動供給

ユニットにより圧縮空気を供給し，機器内

の水素濃度を未然防止濃度未満に維持して

いる期間中に，発生防止対策で敷設する代

替安全圧縮空気系の可搬型建屋外ホース，

可搬型建屋外ホースの下流側に，機器に圧

縮空気を供給するための建屋内空気中継配

管及び可搬型建屋内ホースを設置し，可搬

型建屋内ホースと機器圧縮空気供給配管・

内圧が所定の圧力（約 0.4ＭＰａ[gage]）

を下回った場合に自動で圧縮空気を供給す

る設計とする。◇1  

 

代替安全圧縮空気系は，機器圧縮空気自

動供給ユニットの作動が遅延することによ

り，機器内の水素濃度を未然防止濃度未満

に維持するための機能に悪影響を及ぼすこ

とがないよう，圧縮空気自動供給貯槽及び

圧縮空気自動供給ユニットを隔離すること

により機器圧縮空気自動供給ユニットから

圧縮空気の供給を開始できる設計とする。

可搬型空気圧縮機に切り替えるまでの間，

未然防止濃度未満を維持するために必要な

量を確保する設計とする。◇1  

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

からの空気の供給開始前に未然防止濃度に

至る可能性のある水素爆発の発生を仮定す

る機器に対して，圧縮空気手動供給ユニッ

トを設置する。代替安全圧縮空気系の圧縮

空気手動供給ユニットは，発生防止対策と

は異なる機器圧縮空気供給配管・弁に設置

し，圧縮空気を供給できる設計とする。◇1  

 

 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給

ユニットは，代替安全圧縮空気系の機器圧

縮空気供給配管・弁へ手動により速やかに

接続できる設計とする。◇1  

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給

ユニットは，代替安全圧縮空気系の可搬型

空気圧縮機に切り替えるまでの間，貯槽等

内の水素濃度を未然防止濃度未満に維持す

るために必要な量の圧縮空気を供給できる

設計とする。◇1  

 

代替安全圧縮空気系は，発生防止対策が

機能しない場合に備え，代替安全圧縮空気

系の圧縮空気手動供給ユニットにより圧縮

空気を供給し，機器内の水素濃度を未然防

止濃度未満に維持している期間中に，発生

防止対策で敷設する代替安全圧縮空気系の

可搬型建屋外ホース，可搬型建屋外ホース

の下流側に，機器に圧縮空気を供給するた

めの建屋内空気中継配管及び可搬型建屋内

ホースを設置し，可搬型建屋内ホースと機
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弁を接続した上で，代替安全圧縮空気系の

機器圧縮空気供給配管・弁に圧縮空気を供

給できる設計とする。水②-11 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は軽油を燃料とし，対処のために必要な燃

料は，補機駆動用燃料補給設備から補給が

可能な設計とする。水①-14，②-12 

 

代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配

管は，常設の建屋内の圧縮空気供給用の配

管であり，可搬型建屋外ホースの接続口か

ら，「水素爆発」の発生を仮定する機器に

圧縮空気を供給するための接続口を設置す

る部屋まで圧縮空気を分配する設計とす

る。水①-15，②-13 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配

管及び圧縮空気手動供給ユニットは，共通

要因によって安全圧縮空気系と同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう，分離

することで，安全圧縮空気系に対して独立

性を有する設計とする。 

 

上記以外の代替安全圧縮空気系の常設重

大事故等対処設備の機器圧縮空気供給配

管・弁等は，可能な限り独立性又は位置的

分散を図った上で，想定される重大事故等

が発生した場合における温度，放射線，荷

重及びその他の使用条件において，その機

能を確実に発揮できる設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給

系，機器圧縮空気自動供給ユニット及び圧

縮空気手動供給ユニットは，共通要因によ

って電気駆動の安全圧縮空気系の空気圧縮

機と同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，動力を用いず機能する設計とす

ることで，空気圧縮機に対して多様性を有

する設計とする。水③-1 

 

弁を接続した上で，代替安全圧縮空気系の

機器圧縮空気供給配管・弁に圧縮空気を供

給できる設計とする。水②-11 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は軽油を燃料とし，対処のために必要な燃

料は，補機駆動用燃料補給設備から補給が

可能な設計とする。水①-14，②-12 

 

代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配

管は，常設の建屋内の圧縮空気供給用の配

管であり，可搬型建屋外ホースの接続口か

ら，放射線分解により発生する水素による

爆発の発生を仮定する機器に圧縮空気を供

給するための接続口を設置する部屋まで圧

縮空気を分配する設計とする。水①-15，②

-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給

系，機器圧縮空気自動供給ユニット及び圧

縮空気手動供給ユニットは，安全機能を有

する施設である，電気駆動の安全圧縮空気

系の空気圧縮機に対して，同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，動力を用

いず機能する設計とすることで，空気圧縮

機に対して多様性を有する設計とする。水

③-1 

器圧縮空気供給配管・弁を接続した上で，

代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気供給配

管・弁に圧縮空気を供給できる設計とす

る。◇1  

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は軽油を燃料とし，対処のために必要な燃

料は，補機駆動用燃料補給設備から補給が

可能な設計とする。◇1  

 

代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配

管は，常設の建屋内の圧縮空気供給用の配

管であり，可搬型建屋外ホースの接続口か

ら，水素爆発の発生を仮定する機器に圧縮

空気を供給するための接続口を設置する部

屋まで圧縮空気を分配する設計とする。◇1  

 

 

 

 

9.3.2.1.3 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

  基本方針については，「1.7.18(１)ａ．多

様性，位置的分散」に示す。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給

系，機器圧縮空気自動供給ユニット及び圧

縮空気手動供給ユニットは，設計基準の安

全機能を有する施設である電気駆動の空気

圧縮機に対して，同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，動力を用いずに機

能する設計とすることで，安全圧縮空気系

の空気圧縮機に対して多様性を有する設計

とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

36 条に記載の全体方針を明

記した。 

【「等」の解説】 

「機器圧縮空気供給配管・弁等」の指す内

容は、機器圧縮空気供給配管・弁、圧縮空

気自動供給貯槽，圧縮空気自動供給ユニ

ット及び機器圧縮空気自動供給ユニットで

あり添付書類で示すため当該箇所では許

可の記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化。 

（以下同じ） 
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代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，共通要因によって電気駆動の安全圧縮

空気系の空気圧縮機と，同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，ディーゼル

駆動とすることにより，空気圧縮機に対し

て多様性を有する設計とする。水③-2 

 

建屋外に敷設する代替安全圧縮空気系の

可搬型空気圧縮機は，共通要因によって安

全圧縮空気系と同時にその機能が損なわれ

るおそれがないように，故障時バックアッ

プを含めて必要な数量を安全圧縮空気系が

設置される建屋から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した外部保管エリアに保管するととも

に，対処を行う建屋近傍に保管することで

位置的分散を図る設計とする。水③-3 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホー

ス及び可搬型建屋外ホースは，共通要因に

よって安全圧縮空気系と同時にその機能が

損なわれるおそれがないように，故障時バ

ックアップを含めて必要な数量を安全圧縮

空気系が設置される建屋から 100ｍ以上の離

隔距離を確保した外部保管エリアに保管す

るとともに，対処を行う建屋に保管するこ

とで位置的分散を図る設計とする。対処を

行う建屋内に保管する場合は安全圧縮空気

系が設置される場所と異なる場所に保管す

ることで位置的分散を図る設計とする。水

③-4 

 

建屋の外から空気を供給する代替安全圧

縮空気系の可搬型建屋外ホース及び可搬型

建屋内ホースと代替安全圧縮空気系の建屋

内空気中継配管，水素掃気配管・弁等の常

設重大事故等対処設備との接続口は，共通

要因によって接続することができなくなる

ことを防止するため，複数のアクセスルー

トを踏まえて自然現象，人為事象及び故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムに対して前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及

び高レベル廃液ガラス固化建屋内の適切に

離隔した隣接しない位置の異なる複数の場

所に設置する設計とする。また，溢水，化

学薬品漏えい及び火災によって同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう，それ

ぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設

計とする。水③-5 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，安全機能を有する施設である電気駆動

の空気圧縮機に対して，同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，ディーゼル

駆動とすることにより，空気圧縮機に対し

て多様性を有する設計とする。水③-2 

 

建屋外に敷設する代替安全圧縮空気系の

可搬型空気圧縮機は，安全圧縮空気系と共

通要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないように，故障時バックアッ

プを含めて必要な数量を安全圧縮空気系が

設置される建屋から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した外部保管エリアに保管するととも

に，対処を行う建屋近傍に保管することで

位置的分散を図る。水③-3 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホー

ス及び可搬型建屋外ホースは，安全圧縮空

気系と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないように，故障時バ

ックアップを含めて必要な数量を安全圧縮

空気系が設置される建屋から 100ｍ以上の離

隔距離を確保した外部保管エリアに保管す

るとともに，対処を行う建屋に保管するこ

とで位置的分散を図る。対処を行う建屋内

に保管する場合は安全圧縮空気系が設置さ

れる場所と異なる場所に保管することで位

置的分散を図る。水③-4 

 

 

建屋の外から空気を供給する代替安全圧

縮空気系の可搬型建屋外ホース及び可搬型

建屋内ホースと代替安全圧縮空気系の建屋

内空気中継配管，水素掃気配管・弁等の常

設重大事故等対処設備との接続口は，共通

要因によって接続することができなくなる

ことを防止するため，複数のアクセスルー

トを踏まえて自然現象，人為事象及び故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムに対して前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及

び高レベル廃液ガラス固化建屋内の適切に

離隔した隣接しない位置の異なる複数の場

所に設置する。また，溢水，化学薬品漏え

い及び火災によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，それぞれ互いに

異なる複数の場所に設置する設計とする。

水③-5 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，安全機能を有する施設である電気駆動

の空気圧縮機に対して，同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，ディーゼル

駆動とすることにより，空気圧縮機に対し

て多様性を有する設計とする。◇1  

 

建屋外に敷設する代替安全圧縮空気系の

可搬型空気圧縮機は，安全圧縮空気系と共

通要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないように，故障時バックアッ

プを含めて必要な数量を安全圧縮空気系が

設置される建屋から 100ｍ以上の離隔距離

を確保した外部保管エリアに保管するとと

もに，対処を行う建屋近傍に保管すること

で位置的分散を図る。◇1  

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホー

ス及び可搬型建屋外ホースは，安全圧縮空

気系と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないように，故障時バ

ックアップを含めて必要な数量を安全圧縮

空気系が設置される建屋から 100ｍ以上の

離隔距離を確保した外部保管エリアに保管

するとともに，対処を行う建屋にも保管す

ることで位置的分散を図る。対処を行う建

屋内に保管する場合は安全圧縮空気系が設

置される場所と異なる場所に保管すること

で位置的分散を図る。◇1  

 

 

 建屋の外から空気を供給する代替安全圧

縮空気系の可搬型建屋外ホース及び可搬型

建屋内ホースと代替安全圧縮空気系の建屋

内空気中継配管，水素掃気配管・弁等の常

設重大事故等対処設備との接続口は，共通

要因によって接続することができなくなる

ことを防止するため，複数のアクセスルー

トを踏まえて自然現象，人為事象及び故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムに対して前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及

び高レベル廃液ガラス固化建屋内の適切に

離隔した隣接しない位置の異なる複数の場

所に設置する。また，溢水，化学薬品漏え

い及び火災によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，それぞれ互いに

異なる複数の場所に設置する設計とする。 

◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「建屋内空気中継配管，水素掃気配管等」と

は可搬型重大事故等対処設備と接続する

常設重大事故等対処設備の総称として示し

た記載であることから許可の記載を用いた。 
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一つの接続口で「冷却機能の喪失による

蒸発乾固」の発生を仮定する機器への注水

及び「水素爆発」の発生を仮定する機器へ

の圧縮空気の供給のために兼用して使用す

る代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁

及び機器圧縮空気供給配管・弁は，それぞ

れの機能に必要な容量が確保できる接続口

を設ける設計とする。水⑤-1 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給

貯槽，圧縮空気自動供給ユニット，機器圧

縮空気自動供給ユニット及び圧縮空気手動

供給ユニットは，弁等の操作や接続によっ

て安全機能を有する施設として使用する系

統構成から重大事故等対処設備としての系

統構成とすることにより，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。水④-1 

 

代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配

管，水素掃気配管・弁及び機器圧縮空気供

給配管・弁は，重大事故等発生前（通常

時）の離隔若しくは分離された状態から弁

等の操作や接続により重大事故等対処設備

としての系統構成とすることにより，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。水

④-2 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，回転体が飛散することを防ぐことで他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

水④-3 

 

屋外に保管する代替安全圧縮空気系の可

搬型空気圧縮機は，竜巻により飛来物とな

らないよう必要に応じて固縛等の措置をと

ることで他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。水④-4 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給

 

一つの接続口で「冷却機能の喪失による

蒸発乾固」の発生を仮定する貯槽等への注

水及び放射線分解により発生する水素によ

る爆発の発生を仮定する機器への圧縮空気

の供給のために兼用して使用する代替安全

圧縮空気系の水素掃気配管・弁及び機器圧

縮空気供給配管・弁は，それぞれの機能に

必要な容量が確保できる接続口を設ける設

計とする。水⑤-1 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給

貯槽，圧縮空気自動供給ユニット，機器圧

縮空気自動供給ユニット及び圧縮空気手動

供給ユニットは，弁等の操作によって安全

機能を有する施設として使用する系統構成

から重大事故等対処設備としての系統構成

とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。水④-1 

 

代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配

管，水素掃気配管・弁及び機器圧縮空気供

給配管・弁は，重大事故等発生前（通常

時）の離隔若しくは分離された状態から弁

等の操作や接続により重大事故等対処設備

としての系統構成とすることにより，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。水

④-2 

 

 

 

 

 

 

屋外に保管する代替安全圧縮空気系の可

搬型空気圧縮機は，竜巻により飛来物とな

らないよう必要に応じて固縛等の措置をと

ることで他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。水④-4 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給

一つの接続口で「冷却機能の喪失による

蒸発乾固」の貯槽等への注水及び「放射線

分解により発生する水素による爆発」の圧

縮空気の供給のために兼用して使用する代

替安全圧縮空機系の水素掃気配管・弁及び

機器圧縮空気供給配管・弁は，それぞれの

機能に必要な容量が確保できる接続口を設

ける設計とする。◇1  

 

 

 

 

（２） 悪影響防止 

  基本方針については，「1.7.18 (１)ｂ．

悪影響防止」に示す。◇1  

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給

貯槽，圧縮空気自動供給ユニット，機器圧

縮空気自動供給ユニット及び圧縮空気手動

供給ユニットは，弁等の操作によって安全

機能を有する施設として使用する系統構成

から重大事故等対処設備としての系統構成

とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。◇1  

 

代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配

管，水素掃気配管・弁及び機器圧縮空気供

給配管・弁は，重大事故等発生前（通常

時）の離隔若しくは分離された状態から弁

等の操作や接続により重大事故等対処設備

としての系統構成とすることにより，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

◇1  

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，回転体が飛散することを防ぐことで他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

水④-3 

 

  屋外に保管する代替安全圧縮空気系の可

搬型空気圧縮機は，竜巻により飛来物とな

らないよう必要に応じて固縛等の措置をと

ることで他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。◇1  

（３） 個数及び容量等 

  基本方針については 1.7.18 (２) 個数及

び容量」に示す。◇1  

 代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生

を仮定する貯槽等」の指す内容は，「『冷却

機能の喪失による蒸発乾固』の発生を仮定

する機器」であるため，機器に修正した。 

【「等」の解説】 

「弁等の操作」の指す内容は，保安規定で

示すため当該箇所では許可の記載を用い

た。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

「弁等の操作」には圧縮空気手動供給ユニ

ットの接続が含まれるため，「弁等の操作や

接続」とした。 

【「等」の解説】 

「固縛等」とは設備を固定する手段の総称

として示した記載であることから許可の記

載を用いた。 

（以下同じ） 
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系，機器圧縮空気自動供給ユニット及び圧

縮空気手動供給ユニットは，操作の時間を

考慮し，必要な圧縮空気流量を確保するた

めに必要な量の圧縮空気を有する設計とす

る。水⑤-2 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給

系は，機器圧縮空気自動供給ユニットに切

り替えるまでの間，貯槽等内の水素濃度を

未然防止濃度未満を維持するために必要な

流量を確保する設計とする。水⑤-3 

 

代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動

供給ユニットは，可搬型空気圧縮機に切り

替えるまでの間，貯槽等内の水素濃度を未

然防止濃度未満を維持するために必要な量

を確保する設計とする。水⑤-4 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給

ユニットは，可搬型空気圧縮機に切り替え

るまでの間，貯槽等内の水素濃度を未然防

止濃度未満に維持するために必要な量の圧

縮空気を供給できる設計とする。水⑤-5 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，想定される重大事故等時において，

「水素爆発」の発生を仮定する機器を可燃

限界濃度未満に維持するために必要な圧縮

空気供給量を有する設計とするとともに，

保有数は，必要数並びに予備として故障時

及び保守点検による待機除外時のバックア

ップを含め十分な台数を確保する設計とす

る。水⑤-6 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，同時に発生する可能性のある事故への

対処を含めて，事象進展に応じた使用の状

態を踏まえた，必要な容量を確保した設計

とする。水⑤-7 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，水素掃気機能の喪失及び冷却機能の喪

失による蒸発乾固が同時に発生した場合に

おいても，可燃限界濃度未満を維持するた

めに必要な量を確保した設計とする。水⑤-

8 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，「水素爆発」の発生を仮定する機器へ

圧縮空気を供給するとともに，計装設備へ

系，機器圧縮空気自動供給ユニット及び圧

縮空気手動供給ユニットは，操作の時間を

考慮し，必要な圧縮空気流量を確保するた

めに必要な量の圧縮空気を有する設計とす

る。水⑤-2 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給

系は，機器圧縮空気自動供給ユニットに切

り替えるまでの間，貯槽等内の水素濃度を

未然防止濃度未満を維持するために必要な

流量を確保する設計とする。水⑤-3 

 

代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動

供給ユニットは，可搬型空気圧縮機に切り

替えるまでの間，貯槽等内の水素濃度を未

然防止濃度未満を維持するために必要な量

を確保する設計とする。水⑤-4 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給

ユニットは，可搬型空気圧縮機に切り替え

るまでの間，貯槽等内の水素濃度を未然防

止濃度未満に維持するために必要な量の圧

縮空気を供給できる設計とする。水⑤-5 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，想定される重大事故等時において，放

射線分解により発生する水素による爆発の

発生を仮定する機器を可燃限界濃度未満に

維持するために必要な圧縮空気供給量を有

する設計とするとともに，保有数は，必要

数として３台，□2 予備として故障時及び保

守点検による待機除外時のバックアップを

６台の合計９台□2 を確保する。水⑤-6 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，同時に発生する可能性のある事故への

対処を含めて，事象進展に応じた使用の状

態を踏まえた，必要な容量を確保した設計

とする。水⑤-7 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，水素掃気機能の喪失及び冷却機能の喪

失による蒸発乾固が同時に発生した場合に

おいても，可燃限界濃度未満を維持するた

めに必要な量を確保した設計とする。水⑤-

8 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，放射線分解により発生する水素による

爆発の発生を仮定する機器へ圧縮空気を供

系，機器圧縮空気自動供給ユニット及び圧

縮空気手動供給ユニットは，操作の時間を

考慮し，必要な圧縮空気流量を確保するた

めに必要な容量を有する設計とする。◇1  

 

 

 代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給

系は，機器圧縮空気自動供給ユニットに切

り替えるまでの間，貯槽等内の水素濃度を

未然防止濃度未満に維持するために必要な

流量を確保する設計とする。◇1  

 

 代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動

供給ユニットは，可搬型空気圧縮機に切り

替えるまでの間，貯槽等内の水素濃度を未

然防止濃度未満に維持するために必要な量

を確保する設計とする。◇1  

 

 代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給

ユニットは，可搬型空気圧縮機に切り替え

るまでの間，機器内の水素濃度を未然防止

濃度未満に維持するために必要な量の圧縮

空気を供給できる設計とする。◇1  

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，水素爆発の発生を仮定する機器を可燃

限界濃度未満に維持するために必要な圧縮

空気供給量を有する設計とするとともに，

保有数は，必要数として３台，予備として

故障時及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップを６台の合計９台を確保する。 

◇1  

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，同時に発生する可能性のある冷却機能

の喪失への対処を含めて，事象進展に応じ

た使用の状態を踏まえた，圧縮空気供給量

を有する設計とする。◇1  

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，水素掃気機能の喪失及び冷却機能の喪

失による蒸発乾固が同時に発生した場合に

おいても，可燃限界濃度未満を維持するた

めに必要な圧縮空気供給量を有する設計と

する。◇1  

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，水素爆発の発生を仮定する機器へ圧縮

空気を供給するとともに，計装設備への圧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

仕様表対象機器の仕様は仕様表で示すこと

から、基本設計方針では「十分な台数」と記

載した。 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 40 条（放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備） 

（代替安全圧縮空気系）（11 / 18） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の圧縮空気を供給する場合に必要な圧縮空

気供給量を有する設計とし，兼用できる設

計とする。水⑤-9 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋外ホー

ス及び可搬型建屋内ホースは，複数の敷設

ルートで対処できるよう必要数を複数の敷

設ルートに確保するとともに，建屋内に保

管するホースについては予備を含めた個数

を必要数として確保する設計とする。水⑤-

10 

 

代替安全圧縮空気系は，安全圧縮空気系

の水素掃気機能の喪失を想定し，その範囲

が系統で機能喪失する水素爆発に対処する

ことから，当該系統の範囲ごとに重大事故

等への対処に必要な設備を１セット確保す

る設計とする。水⑤-11 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対

処設備は，「水素爆発」の発生を仮定する

機器の気相部における水素濃度ドライ換算

12ｖｏｌ％で爆燃が発生した場合による瞬

間的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮

しても，重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。水⑥-1 

 

 

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対

処設備は，同時に発生するおそれがある冷

却機能の喪失による蒸発乾固及び水素爆発

による温度，圧力，湿度，放射線及び荷重

に対して，重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。水⑥-2 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる代替安全圧縮空気系の常設重大事故

等対処設備は，「9.2 重大事故等対処設

備」の「9.2.6 地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設計

とすることで重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。水⑥-3 

 

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対

処設備は，外部からの衝撃による損傷を防

給するとともに，計装設備への圧縮空気を

供給する場合に必要な圧縮空気供給量を有

する設計とし，兼用できる設計とする。水

⑤-9 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋外ホー

ス及び可搬型建屋内ホースは，複数の敷設

ルートで対処できるよう必要数を複数の敷

設ルートに確保するとともに，建屋内に保

管するホースについては１本以上の□2 予備

を含めた個数を必要数として確保する。水

⑤-10 

 

代替安全圧縮空気系は，安全圧縮空気系

の水素掃気機能の喪失を想定し，その範囲

が系統で機能喪失する水素爆発に対処する

ことから，当該系統の範囲ごとに重大事故

等への対処に必要な設備を１セット確保す

る。水⑤-11 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対

処設備は，放射線分解により発生する水素

による爆発の発生を仮定する機器の気相部

における水素濃度ドライ換算 12ｖｏｌ％で

爆燃が発生した場合による瞬間的に上昇す

る温度及び圧力の影響を考慮しても，機能

を損なわない設計とする。水⑥-1 

 

 

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対

処設備は，同時に発生するおそれがある冷

却機能の喪失による蒸発乾固及び水素爆発

による温度，圧力及び湿度に対して，機能

を損なわない設計とする。水⑥-2 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる代替安全圧縮空気系の常設重大事故

等対処設備は，「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることでその機能を

損なわない設計とする。水⑥-3 

 

 

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対

処設備は，外部からの衝撃による損傷を防

縮空気を供給する場合に必要な容量を有す

る設計とし，兼用できる設計とする。◇1  

 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋外ホー

ス及び可搬型建屋内ホースは，複数の敷設

ルートで対処できるよう必要数を複数の敷

設ルートに確保するとともに，建屋内に保

管するホースについては１本以上の予備を

含めた個数を必要数として確保する。◇1  

 

 

代替安全圧縮空気系は，安全圧縮空気系

の水素掃気機能の喪失を想定し，その範囲

が系統で機能喪失する水素爆発に対処する

ことから，当該系統の範囲ごとに重大事故

等への対処に必要な設備を１セット確保す

る。◇1  

 

（４） 環境条件等 

  基本設計については，「1.7.18 (３) 環境

条件等」に示す。◇1  

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対

処設備は，水素爆発の発生を仮定する機器

の気相部における水素濃度ドライ換算 12ｖ

ｏｌ％で爆燃が発生した場合による瞬間的

に上昇する温度及び圧力の影響を考慮して

も，機能を損なわない設計とする。◇1  

 

 

 

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対

処設備は，同時に発生するおそれがある冷

却機能の喪失による蒸発乾固及び水素爆発

による温度，圧力及び湿度に対して，機能

を損なわない設計とする。◇1  

 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる代替安全圧縮空気系の常設重大事故

等対処設備は，「1.7.18（５） 地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設計」

に基づく設計とすることでその機能を損な

わない設計とする。◇1  

 

 

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対

処設備は，外部からの衝撃による損傷を防

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化。 

【許可からの変更点】 

設工認の章構成に合わせて引用先を適正化

した。 

（以下同じ） 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 40 条（放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備） 

（代替安全圧縮空気系）（12 / 18） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

止できる前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及

び高レベル廃液ガラス固化建屋に設置し，

風（台風）等により重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。水⑥-

4 

 

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対

処設備及び常設重大事故等対処設備と可搬

型重大事故等対処設備の接続口は，溢水量

及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を

受けない高さへの設置，被水防護及び被液

防護する設計とする。水⑥-5 

 

代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁

及び機器圧縮空気供給配管・弁は，配管の

全周破断に対して，適切な材料を使用する

ことにより，漏えいした放射性物質を含む

腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により

重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。水⑥-6 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホー

ス及び可搬型建屋外ホースは，屋内に保管

する場合は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，

高レベル廃液ガラス固化建屋に保管し，風

（台風）等により重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホー

ス及び可搬型建屋外ホースは，屋外に保管

する場合は，風（台風）及び竜巻による風

荷重を考慮し，収納するコンテナ等に対し

て転倒防止，固縛等の措置を講じて保管す

る設計とする。水⑥-7 

 

屋外に保管する代替安全圧縮空気系の可

搬型空気圧縮機は，風（台風）及び竜巻に

対して，風（台風）及び竜巻による風荷重

を考慮し，必要により当該設備の転倒防

止，固縛等の措置を講じて保管する設計と

する。水⑥-8 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧

縮機は，第 1章 共通項目の「9.2 重大事

故等対処設備」の「9.2.6 地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とすることで重大事故等への対

止できる前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及

び高レベル廃液ガラス固化建屋に設置し，

風（台風）等により機能を損なわない設計

とする。水⑥-4 

 

 

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対

処設備及び常設重大事故等対処設備と可搬

型重大事故等対処設備の接続口は，溢水量

及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を

受けない高さへの設置，被水防護及び被液

防護する設計とする。水⑥-5 

 

代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁

及び機器圧縮空気供給配管・弁は，配管の

全周破断に対して，適切な材料を使用する

ことにより，漏えいした放射性物質を含む

腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により

機能を損なわない設計とする。水⑥-6 

 

 

屋外に保管する代替安全圧縮空気系の可

搬型建屋内ホース等は，外部からの損傷の

防止を防止できる前処理建屋，分離建屋，

精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋に保管

する又は風（台風）及び竜巻による風荷重

を考慮し，収納するコンテナ等に対して転

倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設

計とする。水⑥-7 

 

 

 

 

 

 

屋外に保管する代替安全圧縮空気系の可

搬型空気圧縮機は，風（台風）及び竜巻に

対して，風（台風）及び竜巻による風荷重

を考慮し，必要により当該設備の転倒防

止，固縛等の措置を講じて保管する設計と

する。水⑥-8 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧

縮機は，「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とすることでその機能を損なわ

ない設計とする。水⑥-9 

止できる前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及

び高レベル廃液ガラス固化建屋に設置し，

風（台風）等により機能を損なわない設計

とする。◇1  

 

 

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対

処設備及び常設重大事故等対処設備と可搬

型重大事故等対処設備の接続口は，溢水量

及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を

受けない高さへの設置，被水防護及び被液

防護する設計とする。◇1  

 

代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁

及び機器圧縮空気供給配管・弁は，配管の

全周破断に対して，適切な材料を使用する

ことにより，漏えいした放射性物質を含む

腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により

機能を損なわない設計とする。◇1  

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホー

ス等は，外部からの損傷の防止を防止でき

る前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル

廃液ガラス固化建屋に保管する又は風（台

風）及び竜巻による風荷重を考慮し，収納

するコンテナ等に対して転倒防止，固縛等

の措置を講じて保管することにより風（台

風）等により機能を損なわない設計とす

る。◇1  

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，風（台風）及び竜巻に対して，風（台

風）及び竜巻による風荷重を考慮し，必要

により当該設備の転倒防止，固縛等の措置

を講じて保管する設計とする。◇1  

 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧

縮機は，「1.7.18.(５) 地震を要因とする重

大事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわない

設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「風（台風）等」の指す内容は、第３６条の基本

設計方針において具体化されている風（台

風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪及び火山

の影響等であり，考慮する事象の総称とし

て示した記載であることから許可の記載を

用いた。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）」とは、許

可において各施設で取扱う対象として記載し

ている放射性物質を含む腐食性の液体の総

称として示した記載であることから許可の記載

を用いた。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

「可搬型建屋内ホース等」について対象を明

確にした。 

【許可からの変更点】 

可搬型建屋内ホースを建屋内に保管する場

合と，屋外に文を２分割し，文章を整理した。 

【「等」の解説】 

「コンテナ等」とは，屋外に保管する可搬型重

大事故等対処設備を収納するための手段の

うち，保管庫以外の手段の総称として示した

記載であることから許可の記載を用いた。 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 40 条（放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備） 

（代替安全圧縮空気系）（13 / 18） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処に必要な機能を損なわない設計とする。

水⑥-9 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの保管，被水防

護及び被液防護する設計とする。水⑥-10 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホー

ス及び可搬型建屋外ホースは，内部発生飛

散物の影響を考慮し，前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋

の内部発生飛散物の影響を受けない場所に

保管することにより，重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。水

⑥-11 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホー

ス及び可搬型建屋外ホースは，配管の全周

破断に対して，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影

響を受けない位置に保管することにより，

重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。水⑥-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，想定される重大事故等が発生した場合

においても設置及び可搬型重大事故等対処

設備との接続に支障がないように，線量率

の高くなるおそれの少ない場所の選定によ

り当該設備の設置場所で操作可能な設計と

する。水⑥-13 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給

系，機器圧縮空気自動供給ユニット及び圧

縮空気手動供給ユニットは，想定される重

大事故等が発生した場合においても操作に

支障がないように，線量率の高くなるおそ

れの少ない場所の選定又は当該設備の設置

場所への遮蔽の設置等により当該設備の設

置場所で操作可能な設計とする。水⑥-14 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの保管，被水防

護及び被液防護する設計とする。水⑥-10 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホー

ス及び可搬型建屋外ホースは，内部発生飛

散物の影響を考慮し，前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋

の内部発生飛散物の影響を受けない場所に

保管することにより，機能を損なわない設

計とする。水⑥-11 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホー

ス及び可搬型建屋外ホースは，配管の全周

破断に対して，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影

響を受けない位置に保管することにより，

機能を損なわない設計とする。水⑥-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，想定される重大事故等が発生した場合

においても設置及び可搬型重大事故等対処

設備との接続に支障がないように，線量率

の高くなるおそれの少ない場所の選定によ

り当該設備の設置場所で操作可能な設計と

する。水⑥-13 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給

系，機器圧縮空気自動供給ユニット及び圧

縮空気手動供給ユニットは，想定される重

大事故等が発生した場合においても操作に

支障がないように，線量率の高くなるおそ

れの少ない場所の選定又は当該設備の設置

場所への遮蔽の設置等により当該設備の設

置場所で操作可能な設計とする。水⑥-14 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの保管，被水防

護及び被液防護する設計とする。◇1  

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホー

ス及び可搬型建屋外ホースは，内部発生飛

散物の影響を考慮し，前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋

の内部発生飛散物の影響を受けない場所に

保管することにより，機能を損なわない設

計とする。◇1  

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホー

ス及び可搬型建屋外ホースは，配管の全周

破断に対して，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影

響を受けない位置に保管することにより，

機能を損なわない設計とする。◇1  

 

屋外に保管する代替安全圧縮空気系の可

搬型空気圧縮機は，積雪及び火山の影響に

対して，積雪に対しては除雪する手順を，

火山の影響（降下火砕物による積載荷重，

フィルタの目詰まり等）に対しては，可搬

型空気圧縮機を屋内に配置する手順を整備

する。◇4  

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，想定される重大事故等が発生した場合

においても設置及び可搬型重大事故等対処

設備との接続に支障がないように，線量率

の高くなるおそれの少ない場所の選定によ

り当該設備の設置場所で操作可能な設計と

する。◇1  

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給

系，機器圧縮空気自動供給ユニット及び圧

縮空気手動供給ユニットは，想定される重

大事故等が発生した場合においても操作に

支障がないように，線量率の高くなるおそ

れの少ない場所の選定又は当該設備の設置

場所への遮蔽の設置等により当該設備の設

置場所で操作可能な設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「遮蔽の設置等」の指す内容は放射線の影

響対策の総称として示した記載であり保安

規定で示すため当該箇所では許可の記載を

用いた。 

2102



別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 40 条（放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備） 

（代替安全圧縮空気系）（14 / 18） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

を接続する接続口は，コネクタ式に統一す

ることにより，速やかに，かつ，確実に現

場での接続が可能な設計とする。水⑦-1 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮

機，圧縮空気手動供給ユニット，可搬型建

屋外ホース及び可搬型建屋内ホースと代替

安全圧縮空気系の建屋内空気中継配管，水

素掃気配管・弁及び機器圧縮空気供給配

管・弁との接続は，コネクタ接続に統一す

ることにより，速やかに，容易かつ確実に

現場での接続が可能な設計とする。水⑦-2 

 

代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁

及び機器圧縮空気供給配管・弁は，通常時

に使用する系統から速やかに切り替えるこ

とができるよう，系統に必要な弁等を設け

る設計とし，それぞれ簡易な接続及び弁等

の操作により安全機能を有する施設の系統

から重大事故等対処設備の系統に速やかに

切り替えられる設計とする。水⑦-3 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホー

ス及び可搬型建屋外ホースは，容易かつ確

実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に

使用することができるよう，ホースは口径

並びに内部流体の圧力及び温度に応じたコ

ネクタ接続又はより簡便な接続方式を用い

る設計とする。水⑦-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮

機，圧縮空気手動供給ユニット，可搬型建

屋外ホース及び可搬型建屋内ホースと代替

安全圧縮空気系の建屋内空気中継配管，水

素掃気配管・弁及び機器圧縮空気供給配

管・弁との接続は，コネクタ接続に統一す

ることにより，速やかに，容易かつ確実に

現場での接続が可能な設計とする。水⑦-2 

 

代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁

及び機器圧縮空気供給配管・弁は，通常時

に使用する系統から速やかに切り替えるこ

とができるよう，系統に必要な弁等を設け

る設計とし，それぞれ簡易な接続及び弁等

の操作により安全機能を有する施設の系統

から重大事故等対処設備の系統に速やかに

切り替えられる設計とする。水⑦-3 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホー

ス及び可搬型建屋外ホースは，容易かつ確

実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に

使用することができるよう，ホースは口径

並びに内部流体の圧力及び温度に応じたコ

ネクタ接続又はより簡便な接続方式を用い

る設計とする。水⑦-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５) 操作性の確保 

  基本方針については，「1.7.18 (４)ａ．操

作性の確保」に示す。◇1  

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

を接続する接続口は，コネクタ式に統一す

ることにより，速やかに，かつ，確実に現

場での接続が可能な設計とする。水⑦-1 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮

機，圧縮空気手動供給ユニット，可搬型建

屋外ホース及び可搬型建屋内ホースと代替

安全圧縮空気系の建屋内空気中継配管，水

素掃気配管・弁及び機器圧縮空気供給配

管・弁との接続は，コネクタ接続に統一す

ることにより，速やかに，容易かつ確実に

現場での接続が可能な設計とする。◇1  

 

代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁

及び機器圧縮空気供給配管・弁は，通常時

に使用する系統から速やかに切り替えるこ

とができるよう，系統に必要な弁等を設け

る設計とし，それぞれ簡易な接続及び弁等

の操作により安全機能を有する施設の系統

から重大事故等対処設備の系統に速やかに

切り替えられる設計とする。◇1  

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホー

ス及び可搬型建屋外ホースは，容易かつ確

実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に

使用することができるよう，ホースは口径

並びに内部流体の圧力及び温度に応じたコ

ネクタ接続又はより簡便な接続方式を用い

る設計とする。◇1  

 

 9.3.2.1.4 主要設備の仕様 

代替安全圧縮空気系の主要設備を第 9.3

－４表に示す。◇2  

代替安全圧縮空気系の系統概要図を第

9.3－３図～第 9.3－12 図に，機器配置概要

図を第 9.3－13 図，接続口配置図及び接続

口一覧を第 9.3－14 図に示す。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「弁等」は，代替安全圧縮空気系とその

他の系統との隔離方法の総称として示し

た記載であることから許可の記載を用い

た。 

（以下同じ） 
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代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮

機，圧縮空気自動供給系の圧縮空気自動供

給ユニット，機器圧縮空気自動供給ユニッ

ト及び圧縮空気手動供給ユニットは，通常

時において，重大事故等に対処するために

必要な機能を確認するため，独立して外観

点検，員数確認，性能確認，分解点検等が

可能な設計とするとともに，分解又は取替

えが可能な設計とする。水⑧-1 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，運転状態の確認及び外観の確認が可能

な設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホー

ス及び可搬型建屋外ホースと常設設備との

接続口は，外観の確認が可能な設計とす

る。水⑧-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮

機，圧縮空気自動供給系の圧縮空気自動供

給ユニット，機器圧縮空気自動供給ユニッ

ト及び圧縮空気手動供給ユニットは，再処

理施設の運転中又は停止中に独立して機

能・性能，外観の確認，漏えいの有無の確

認及び分解又は取替えが可能な設計とす

る。水⑧-1 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホー

ス及び可搬型建屋外ホースと常設設備との

接続口は，外観の確認が可能な設計とす

る。水⑧-2 

 

 

 

(ｂ) 主要な設備 

(ロ) 重大事故等対処設備 

１） 代替安全圧縮空気系 

ⅰ） 水素爆発を未然に防止するための空気の供

給に使用する設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

水素掃気配管・弁（設計基準対象の施設と

一部兼用（第４表(２)）） 

49 系列  

 

 

機器圧縮空気供給配管・弁（設計基準対象

の施設と一部兼用（第４表(２)））  

49 系列 

 

 

 

圧縮空気自動供給系 圧縮空気自動供給貯槽 

３ 基（分離建屋） 

５ 基（精製建屋） 

容 量 約 5.5 ｍ３／基（分離建屋） 

約 2.5 ｍ３／基（精製建屋のうち

２基） 

 

 

9.3.2.1.5 試験・検査 

  「1.7.18 (４)ｂ．試験・検査性」に示す基

本方針を踏まえ以下のとおり設計する。◇1   

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮

機，圧縮空気自動供給系の圧縮空気自動供

給ユニット，機器圧縮空気自動供給ユニッ

ト及び圧縮空気手動供給ユニットは，再処

理施設の運転中又は停止中に独立して機

能・性能，外観の確認，漏えいの有無の確

認及び分解又は取替えが可能な設計とす

る。◇1  

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホー

ス及び可搬型建屋外ホースと常設設備との

接続口は，外観の確認が可能な設計とす

る。◇1  

 

 

 

第 9.3－４表(1) 代替安全圧縮空気系の主要

設備の仕様 

 

(１) 水素爆発を未然に防止するための空気の供

給に使用する設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．水素掃気配管・弁（設計基準対象の施設

と兼用（第 9.3－３図～７図）） 

数 量 49 系列 

接続方式 コネクタ方式  

 

ｂ．機器圧縮空気供給配管・弁（設計基準対

象の施設と兼用（第 9.3－３図～７

図）） 

数 量 49 系列 

接続方式 コネクタ方式 

 

ｃ．圧縮空気自動供給系 圧縮空気自動供給貯

槽 

種 類 よこ置円筒形（分離建屋） 

たて置円筒形（精製建屋） 

基 数 ３基（分離建屋） 

５基（精製建屋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載(39 条代替安全

冷却水系で対処するために必要な機

能の確認方法の総称として「外観点

検，員数確認，性能確認，分解点検

等」を用いていること)に合わせ，表現

を統一。 

【「等」の解説】 

「外観点検，員数確認，性能確認，

分解点検等」とは，外観点検，員数

確認，性能確認，分解点検，漏えい

確認，温度確認，異音確認，異臭確

認等の対処するために必要な機能の

確認方法の総称として示した記載で

あることから許可の記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

36 条に記載の全体方針を明記した。 

 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化。 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 40 条（放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備） 

（代替安全圧縮空気系）（16 / 18） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約 ５ｍ３／基（精製建屋のうち３

基） 

主要材料 ステンレス鋼 

作動圧力 約 0.7 ＭＰa［gage］ 

 

 

 

 

圧縮空気自動供給系 圧縮空気自動供給ユニ

ット 

１ 式 

容 量 約 15 ｍ３［normal］ 

作動圧力 約 0.7 ＭＰa［gage］ 

 

機器圧縮空気自動供給ユニット  

１ 式 

容 量 約 10 ｍ３［normal］（分離建屋） 

約 52 ｍ３［normal］（精製建屋） 

約 20 ｍ３［normal］（ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋） 

作動圧力 約 0.4 ＭＰa［gage］ 

 

建屋内空気中継配管 

 ８ 系列 

 

 

放射線分解により発生する水素による爆発

の発生を仮定する機器 

（設計基準対象の施設と兼用（第４表

(1)）） 

49 基 

 

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型空気圧縮機 

 ９ 台（予備として故障時及び待機

除外時のバックアップを６台 ） 

容 量 約 7.5 ｍ３／min［normal］／台

（前処理建屋，分離建屋及び高レ

ベル廃液ガラス固化建屋で使用） 

約 3.9 ｍ３／min［normal］／台

（精製建屋及びウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋で使用） 

 

 

 

可搬型建屋外ホース 

１ 式 

 

 

容 量 約 5.5ｍ３／基（分離建屋） 

約 2.5ｍ３／基（精製建屋のうち

２基） 

約５ｍ３／基（精製建屋のうち

３基） 

主要材料 ステンレス鋼 

作動圧力 約 0.7ＭＰａ[gage] 

 

ｄ．圧縮空気自動供給系 圧縮空気自動供給ユ

ニット 

数 量 １式 

容 量 約 15ｍ３[normal] 

作動圧力 約 0.7ＭＰａ[gage] 

 

ｅ．機器圧縮空気自動供給ユニット 

数 量 １式 

容 量 約 10ｍ３[normal］（分離建屋） 

約 52ｍ３[normal]（精製建屋） 

約 20ｍ３[normal］（ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋） 

作動圧力 約 0.4ＭＰａ[gage] 

 

ｆ．建屋内空気中継配管 

数 量 ８系列 

接続方式 コネクタ方式 

 

ｇ．水素爆発の発生を仮定する機器（設計基

準対象の施設と兼用）（第 9.3－２表） 

 

 

 

 

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ．可搬型空気圧縮機 

台 数 ９台（予備として故障時及び待

機除外時のバックアップを６

台） 

容 量 約 7.5ｍ３／ｍｉｎ[normal]／台

（前処理建屋，分 

離建屋及び高レベル廃液ガラス固化建

屋で使用）約 3.9ｍ３／ｍｉｎ[normal]

／台（精製建屋及びウ 

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋で使

用） 

 

ｂ．可搬型建屋外ホース 

数 量 １式 

接続方式 コネクタ方式 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 40 条（放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備） 

（代替安全圧縮空気系）（17 / 18） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型建屋内ホース 

１ 式 

 

 

ⅱ）水素爆発の再発を防止するための空気の供

給に使用する設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

機器圧縮空気供給配管・弁（設計基準対象

の施設と一部兼用（第４表(２)）） 

98 系列 

 

 

 

圧縮空気手動供給ユニット  

１ 式 

容 量 約 10 ｍ３［normal］（分離建屋） 

約 62 ｍ３［normal］（精製建屋） 

約 31 ｍ３［normal］（ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋） 

 

建屋内空気中継配管 

８ 系列 

 

 

放射線分解により発生する水素による爆発

の発生を仮定する機器（設計基準対象の施

設と兼用（第４表(1)）） 

49 基 

 

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型空気圧縮機 

９ 台（予備として故障時及び待機除

外時のバックアップを６台，水素爆

発を未然に防止するための空気の供

給に使用する設備を兼用 ） 

 

容 量 約 7.5 ｍ３／min［normal］／台

（前処理建屋，分離建屋及び高レ

ベル廃液ガラス固化建屋で使用） 

約 3.9 ｍ３／min［normal］／台

（精製建屋及びウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋で使用） 

 

 

可搬型建屋外ホース（水素爆発を未然に防

止するための空気の供給に使用する設備を

一部兼用） 

１ 式 

 

ｃ．可搬型建屋内ホース 

数 量 １式 

接続方式 コネクタ方式 

 

(２) 水素爆発の再発を防止するための空気の供

給に使用する設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．機器圧縮空気供給配管・弁（設計基準対

象の施設と兼用（第 9.3－８図～12 

図）） 

数 量 98 系列 

接続方式 コネクタ方式 

 

ｂ．圧縮空気手動供給ユニット 

数 量 １式 

容 量 約 10ｍ３[normal］（分離建屋） 

約 62ｍ３[normal］（精製建屋） 

約 31ｍ３[normal］（ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋） 

 

ｃ．建屋内空気中継配管 

数 量 ８系列 

接続方式 コネクタ方式 

 

ｄ．水素爆発の発生を仮定する機器（設計基

準対象の施設と兼用）（第 9.3－２表） 

 

 

 

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ．可搬型空気圧縮機 

台 数 ９台（予備として故障時及び待

機除外時のバックアップを６

台 ，水素爆発を未然に防止す

るための空気の供給に使用する

設備を兼用） 

容 量 約 7.5ｍ３／ｍｉｎ[normal]／台

（前処理建屋，分離建屋及び高

レベル廃液ガラス固化建屋で使

用） 

約 3.9ｍ３／ｍｉｎ[normal]／台

（精製建屋及びウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋で使用） 

 

ｂ．可搬型建屋外ホース 

数 量 １式（水素爆発を未然に防止す

るための空気の供給に使用する

設備を一部兼用） 

接続方式 コネクタ方式 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
  

 

 

可搬型建屋内ホース（水素爆発を未然に防

止するための空気の供給に使用する設備を

一部兼用） 

１ 式            □2  

 

ｃ．可搬型建屋内ホース 

数 量 １式（水素爆発を未然に防止す

るための空気の供給に使用する

設備を一部兼用） 

接続方式 コネクタ方式     ◇3  
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第四十条（放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）(代替安全圧縮空気系) 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

水① 
水素爆発の発生を未然に防止

するために必要な設備設計 

技術基準規則（第 40 条）の要求事

項を受けている内容 
１項１号 － a,c,e 

水② 

水素爆発が発生した場合にお

いて水素爆発が続けて生じる

おそれがない状態を維持する

ために必要な設備設計 

技術基準規則（第 40 条）の要求事

項を受けている内容 
１項２号 － a,c,e 

水③ 
多様性，位置的分散に関する内

容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 40 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条２項） 

（36 条３項２号） 

（36 条３項４号） 

（36 条３項６号） 

－ b,e 

水④ 悪影響防止に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 40 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項６号） 
－ b,e 

水⑤ 個数及び容量に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 40 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項１号） 
－ a,e 

水⑥ 環境条件等に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 40 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項２号） 

（36 条１項７号） 

（36 条３項３号） 

（36 条３項４号） 

－ b,e 

水⑦ 操作性の確保に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 40 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項３号） 

（36 条１項５号） 

（36 条３項１号） 

（36 条３項５号） 

－ b,e 

水⑧ 試験・検査の確保に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 40 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項４号） 
－ b,e 

水⑨ 
水素爆発への対処に使用する

設備 

水素爆発への対処に使用する補機

駆動用燃料補給設備に係る事項 
－ － b 

水⑩ 
水素爆発への対処に使用する

設備 

水素爆発への対処に使用する計装

設備に係る事項 
－ － b 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

別紙１② 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  仕様表等の読み込み 
仕様表等の呼び込み場所の記載であるため，基本設計方

針に記載しない。 
－ 

□2  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 

事業変更許可申請書本文（設計方針）又は添付書 

類内の記載と重複する内容であるため，記載し 

ない。 

－ 

◇2  仕様表等の呼び込み 
仕様表等の呼び込み場所の記載であるため，基本設計方

針に記載しない。 
－ 

◇3  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

◇4  

保安規定（除雪及び除灰）に

関する運用 

保安規定（除雪及び除灰）に関する事項は第 36 条「重

大事故等対処設備」にて明確にするため、記載しな

い 。 

－ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

b Ⅵ-1-1-4-2 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

c 
Ⅵ-2-3 系統図 

Ⅵ-2-4 配置図 

d 仕様表（設計条件及び仕様） 

e Ⅲ-2 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備に関する説明書 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 40 条（放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備） 

（代替安全圧縮空気系）（1 / 4） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
第四十条 

 セル内において放射線分解によって発生す

る水素が再処理設備の内部に滞留することを

防止する機能を有する施設には、再処理規則

第一条の三第三号に掲げる重大事故の発生又

は拡大を防止するために必要な次に掲げる重

大事故等対処設備が設けられていなければな

らない。 

 

一 放射線分解により発生する水素による爆

発 (以下この条において「水素爆発」とい

う。) の発生を未然に防止するために必要な

設備 水共① 

 

二 水素爆発が発生した場合において水素爆

発が続けて生ずるおそれがない状態を維持す

るために必要な設備 水共② 

 

三 水素爆発が発生した設備に接続する換気

系統の配管の流路を遮断するために必要な設

備及び換気系統の配管内が加圧状態になった

場合にセル内に設置された配管の外部へ放射

性物質を排出するために必要な設備 水共③ 

 

四 水素爆発が発生した場合において放射性

物質の放出による影響を緩和するために必要

な設備 水共④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 共通項目 

5．火災等による損傷の防止 

5.5 放射線分解により発生する水素による爆

発に対処するための設備 

 

 

 

 

 

 

セル内において放射線分解によって発生す

る水素が再処理設備の内部に滞留することを

防止する機能を有する施設のうち，重大事故

の「放射線分解により発生する水素による爆

発（以下，5.5 では「水素爆発」という。）

の発生を仮定する機器には，重大事故の発生

又は拡大を防止するために必要な次に掲げる

重大事故等対処設備を設ける設計とする。水

共①-1，②-1 

 

セル内において放射線分解によって発生す

る水素が再処理設備の内部に滞留することを

防止する機能を有する施設には，水素爆発の

発生を未然に防止するとともに，水素爆発が

発生した場合において，水素爆発が続けて生

じるおそれがない状態を維持し，水素爆発が

発生した設備に接続する換気系統の配管の流

路を遮断するために必要な設備及び換気系統

の配管内が加圧状態になった場合にセル内 

に設置された配管の外部へ放射性物質を排出

できるようにし，放射性物質の放出による影

響を緩和するために必要な重大事故等対処設

備を設ける設計とする。水共①-2，②-2，③-

1，④-1 

水素爆発に対処するための設備は，代替安

全圧縮空気系及び代替換気設備で構成する。

水共①-3，②-3，③-2，④-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

 (ｅ) 放射線分解により発生する水素による

爆発に対処するための設備 

 

 

 

 

 

 

セル内において放射線分解によって発生す

る水素が再処理設備の内部に滞留することを

防止する機能を有する施設のうち，重大事故

の水素爆発の発生を仮定する機器には，重大

事故の発生又は拡大を防止するために必要な

次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計

とする。水共①-1，②-1 

 

 

 

セル内において放射線分解によって発生す

る水素が再処理設備の内部に滞留することを

防止する機能を有する施設には，水素爆発の

発生を未然に防止するとともに，水素爆発が

発生した場合において，水素爆発が続けて生

じるおそれがない状態を維持し，水素爆発が

発生した設備に接続する換気系統の配管の流

路を遮断するために必要な設備及び換気系統

の配管内が加圧状態になった場合にセル内 

に設置された配管の外部へ放射性物質を排出

できるようにし，放射性物質の放出による影

響を緩和するために必要な重大事故等対処設

備を設置及び保管する。水共①-2，②-2，③-

1，④-1 

水素爆発に対処するための設備は，代替安

全圧縮空気系及び代替換気設備で構成する。

水共①-3，②-3，③-2，④-2 

 

 

 

1.9.36 放射線分解により発生する水素による

爆発に対処するための設備 

 

（ 放射線分解により発生する水素による

爆発に対処するための設備） 

第三十六条 セル内において放射線分解に

よって発生する水素が再処理設備の内部

に滞留することを防止する機能を有する

施設には、再処理規則第一条の三第三号

に規定する重大事故の発生又は拡大を防

止するために必要な次に掲げる重大事故

等対処設備を設けなければならない。 

一 放射線分解により発生する水素による

爆発（以下この条において「水素爆

発」という。）の発生を未然に防止す

るために必要な設備 

二 水素爆発が発生した場合において水素

爆発が続けて生じるおそれがない状態

を維持するために必要な設備 

三 水素爆発が発生した設備に接続する換

気系統の配管の流路を遮断するために

必要な設備及び換気系統の配管内が加

圧状態になった場合にセル内に設置さ

れた配管の外部へ放射性物質を排出す

るために必要な設備 

四 水素爆発が発生した場合において放射

性物質の放出による影響を緩和するた

めに必要な設備 

（解釈） 

１   第１項第１号に規定する「放射線分

解により発生する水素による爆発（以

下この条において「水素爆発」とい

う。）の発生を未然に防止するために

必要な設備」とは設計基準の要求によ

り措置した設備とは異なる圧縮空気の

供給設備、溶液の回収・移送設備、ボ

ンベ等による水素掃気配管への窒素の

供給設備、爆発に至らせないための水

素燃焼設備等をいう。 

また、設備の必要な個数は、当該重

大事故等が発生するおそれがある安全

上重要な施設の機器ごとに１セットと

する。 

２   第１項第２号に規定する「水素爆発

が発生した場合において水素爆発が続

けて生じるおそれがない状態を維持す

るために必要な設備」とは、容器への

希釈材の注入設備等をいう。 

 

 

発電炉の基本設計方針に

ついては、当該条文の比

較対象となる基本設計方

針がないため記載しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

  ：許可からの変更点等 

【凡例】 

【許可からの変更点】 

記載の適正化 

【許可からの変更点】 

初出のため用語を定義。 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 40 条（放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備） 

（代替安全圧縮空気系）（2 / 4） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、設備の必要な個数は、当該重

大事故等が発生するおそれがある安全

上重要な施設の機器ごとに１セットと

する。 

３   第１項第３号に規定する「水素爆発

が発生した設備に接続する換気系統の

配管の流路を遮断するために必要な設

備」とは、閉止弁、密閉式ダンパ等を

いい、「換気系統の配管内が加圧状態

になった場合にセル内に設置された配

管の外部へ放射性物質を排出するため

に必要な設備」とは、水封安全器等を

いう。 

また、設備の必要な個数は、当該重

大事故等が発生するおそれがある安全

上重要な施設の機器ごとに１セットと

する。 

４   第１項第４号に規定する「放射性物

質の放出による影響を緩和するために

必要な設備」とは、セル換気系統を代

替するための設備等をいう。 

また、セル換気系統の放射性物質を

低減する機能を代替するための設備の

必要な個数は、再処理施設に設置され

た排風機の台数と同数とする。 

５   上記１、２及び３については、設備

の信頼性が十分に高いと判断されない

場合には、多様性も考慮して動作原理

の異なる設備を追加すること。 

６ 同時に又は連鎖して発生する可能性の

ない事故の間で、設備を共用すること

は妨げない。 

７ 上記の措置には、対策を実施するため

に必要となる電源、補給水、施設の状

態を監視するための設備の整備を含

む。 

 

適合のための設計方針 

セル内において放射線分解によって発生す

る水素が再処理設備の内部に滞留することを

防止する機能を有する施設において，水素爆

発について評価する機器は，重大事故の発生

又は拡大を防止するために必要な次に掲げる

重大事故等対処設備を設ける設計とする。◇1  

 

第一号について 

水素爆発の発生を未然に防止するために必

要な重大事故等対処設備を設置及び保管する

設計とする。◇1  
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 40 条（放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備） 

（代替安全圧縮空気系）（3 / 4） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した

場合，「水素爆発」の発生を仮定する対象機

器に圧縮空気を供給し，水素爆発の発生を未

然に防止するために必要な重大事故等対処設

備として，代替安全圧縮空気系の水素爆発を

未然に防止するための空気の供給に使用する

設備を設ける設計とする。水供①-4 

 

 

 

 

 

 

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した

場合，「水素爆発」の発生を仮定する対象機

器に圧縮空気を供給し，水素爆発が続けて生

じるおそれがない状態を維持するために必要

な重大事故等対処設備として，代替安全圧縮

空気系の水素爆発の再発を防止するための空

気の供給に使用する設備を設ける設計とす

る。水共②-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

「水素爆発」の発生を仮定する機器におい

て水素爆発が発生した場合に水素爆発の発生

により気相中に移行する放射性物質を，これ

らの機器に接続する塔槽類廃ガス処理設備の

隔離弁を閉止し，塔槽類廃ガス処理設備の流

路を遮断することで，水素爆発の発生を仮定

する対象機器からの排気をセルに導出するた

めに必要な重大事故等対処設備として，代替

換気設備のセルへの導出経路の構築をするた

めに必要な設備を設ける設計とする。水共③-

3 

 

 

 

 

 

「水素爆発」の発生を仮定する機器におい

て水素爆発が発生した場合に水素爆発の発生

を仮定する対象機器からセルに導出された放

射性エアロゾルを除去し，主排気筒を介して

大気中に管理しながら放出するために必要な

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した

場合，水素爆発の発生を仮定する対象機器に

圧縮空気を供給し，水素爆発の発生を未然に

防止するために必要な重大事故等対処設備と

して，代替安全圧縮空気系の水素爆発を未然

に防止するための空気の供給に使用する設備

を設ける設計とする。水供①-4 

 

第二号について 

水素爆発が発生した場合において水素爆発

が続けて生じるおそれがない状態を維持する

ために必要な重大事故等対処設備を設置及び

保管する設計とする。◇1  

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失した

場合，水素爆発の発生を仮定する対象機器に

圧縮空気を供給し，水素爆発が続けて生じる

おそれがない状態を維持するために必要な重

大事故等対処設備として，代替安全圧縮空気

系の水素爆発の再発を防止するための空気の

供給に使用する設備を設ける設計とする。水

共②-4 

 

第三号について 

水素爆発が発生した設備に接続する換気系

統の配管の流路を遮断するために必要な設備

及び換気系統の配管内が加圧状態になった場

合にセル内に設置された配管の外部へ放射性

物質を排出するために必要な重大事故等対処

設備を設置及び保管する設計とする。◇1  

水素爆発の発生により気相中に移行する放

射性物質を，これらの機器に接続する塔槽類

廃ガス処理設備の隔離弁を閉止し，塔槽類廃

ガス処理設備の流路を遮断することで，水素

爆発の発生を仮定する対象機器からの排気を

セルに導出するために必要な重大事故等対処

設備として，代替換気設備のセル導出設備を

設ける設計とする。水共③-3 

 

 

 

第四号について 

水素爆発が発生した場合において放射性物

質の放出による影響を緩和するために必要な

重大事故等対処設備を設置及び保管する設計

とする。◇1  

水素爆発の発生を仮定する対象機器からセ

ルに導出された放射性エアロゾルを除去し，

主排気筒を介して大気中に管理しながら放出

するために必要な重大事故等対処設備とし

て，代替換気設備の代替セル排気系を設ける

【許可からの変更点】 

記載の適正化 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

条件規定の追加 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

設工認での設備名称を考慮

した記載に変更。 

（以下同じ） 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第 40 条（放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備） 

（代替安全圧縮空気系）（4 / 4） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

重大事故等対処設備として，代替換気設備の

代替セル排気系による対応をするために必要

な設備を設ける設計とする。水共④-3 

 

上記の対処は，「4.3 冷却機能の喪失によ

る蒸発乾固に対処するための設備」に示す状

態と重畳した場合においても必要な機能を発

揮する設計とする。水共①-5，②-5，③-4，

④-4 

 

なお，水素爆発の発生又は拡大を防止する

ために使用する代替安全圧縮空気系の設計に

ついては，第 2章 個別項目の「7.1.2 圧縮

空気設備」の「7.1.2.3 代替安全圧縮空気

系」に，代替換気設備の設計については，第

2章 個別項目の「5.1 気体廃棄物の廃棄施

設」の「5.1.6 代替換気設備」に示す。水共

①-6，②-6，③-5，④-5 

設計とする。水共④-3 

 

 
 

【許可からの変更点】 

重畳する事故条件時における設計方針

について記載を追加 

【許可からの変更点】 

設計に関する呼込みの追加 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第四十条（放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備）(共通項目) 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

水共

① 

水素爆発の発生を未然に防止

するために必要な設備の概要 

技術基準規則（第 40 条）の要求事

項を受けている内容 
40 条１項１号 － a 

水共

② 

水素爆発が発生した場合にお

いて水素爆発が続けて生じる

おそれがない状態を維持する

ために必要な設備の概要 

技術基準規則（第 40 条）の要求事

項を受けている内容 
40 条１項 2号 － a 

水共

③ 

水素爆発が発生した設備に接

続する換気系統の配管の流路

を遮断するために必要な設備

及び換気系統の配管内が加圧

状態になった場合にセル内に

設置された配管の外部へ放射

性物質を排出するために必要

な設備の概要 

技術基準規則（第 40 条）の要求事

項を受けている内容 
40 条１項 3号 － a 

水共

④ 

水素爆発が発生した場合にお

いて放射性物質の放出による

影響を緩和するために必要な

設備の概要 

技術基準規則（第 40 条）の要求事

項を受けている内容 
40 条１項 4号 － a 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

－ － － － 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）又は添付書類内の

記載と重複する内容であるため，記載しない。 
－ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅲ-2 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備に関する説明書 
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第41条：有機溶媒等による火災又は爆発に 

対処するための設備 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十一条（有機溶媒等による火災又は 

爆発に対処するための設備）（重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備）（1 / 4） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
第四十一条 

セル内において有機溶媒その他の物質を内

包する施設には、再処理規則第一条の三第四

号に掲げる重大事故の発生又は拡大を防止す

るために必要な次に掲げる重大事故等対処設

備が設けられていなければならない。 

 

一 火災又は爆発の発生 (リン酸トリブチル

の混入による急激な分解反応により発生する

ものを除く。) を未然に防止するために必要

な設備 

（該当する設備はない） 

 

二 火災又は爆発が発生した場合において火

災又は爆発を収束させるために必要な設備 

Ｔ加① 

 

三 火災又は爆発が発生した設備に接続する

換気系統の配管の流路を遮断するために必要

な設備及び換気系統の配管内が加圧状態にな

った場合にセル内に設置された配管の外部へ

放射性物質を排出するために必要な設備 

（重大事故時供給停止回路，廃ガス貯留設備

で記載） 

 

四 火災又は爆発が発生した場合において放

射性物質の放出による影響を緩和するために

必要な設備 

（重大事故時供給停止回路，廃ガス貯留設備

で記載） 

 

（Ｔ加②から⑦は技術基準規則第三十六条へ

の適合方針） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 個別項目 

２ 再処理設備本体 

2.4 精製施設 

2.4.2 プルトニウム精製設備 

2.4.2.2 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱

停止設備 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し

た場合において，プルトニウム濃縮缶の加熱

を停止することで，プルトニウム濃縮缶にお

けるＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発

を防止するために必要な重大事故等対処設備

を設ける設計とする。Ｔ加①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，一次蒸気停止弁で構成する。Ｔ加①-2 

 

 

 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用するプル

トニウム精製設備の一部であるプルトニウム

濃縮缶を常設重大事故等対処設備として位置

付け，火災又は爆発が発生した場合において

火災又は爆発を収束できる設計とする。Ｔ加

①-3 

 

 

 

 

 

 

 

 (ｂ) 重大事故等対処設備 

(ロ) 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停

止設備 

 

 

 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し

た場合において，プルトニウム濃縮缶の加熱

を停止することで，プルトニウム濃縮缶にお

けるＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発

を防止するために必要な重大事故等対処設備

を設置する。Ｔ加①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，一次蒸気停止弁で構成する。Ｔ加①-2 

 

安全保護回路の一部である重大事故時供給停

止回路を常設重大事故等対処設備として設置す

る。□3  

 

設計基準対象の施設と兼用するプルトニウ

ム精製設備の一部であるプルトニウム濃縮缶

【Ｔ加①-3】，電気設備の一部である受電開

閉設備等及び□4 工程計装設備の一部【Ｔ加⑨-

1】を常設重大事故等対処設備として位置付け

る。Ｔ加①-3 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2.2  重大事故時プルトニウム濃縮缶加

熱停止設備 

4.5.2.2.1  概  要 

 

 

 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し

た場合において，プルトニウム濃縮缶の加熱

を停止することで，プルトニウム濃縮缶にお

けるＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発

を防止するために必要な重大事故等対処設備

を設置する。◇1  

 

重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応の発生を判定し，警報

が発報した場合に，プルトニウム濃縮缶の加

熱を停止する。◇1  

 

4.5.2.2.2 系統構成及び主要設備 

プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応の再発を防止するための

設備として，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応に対処するため，重大事故時プルトニウム

濃縮缶加熱停止設備を設ける。◇1  

(１) 系統構成 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し

た場合の重大事故等対処設備として，重大事

故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備を使用

する。◇1  

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，一次蒸気停止弁で構成する。◇1  

 

重大事故時供給停止回路を常設重大事故等

対処設備として設置する。◇1  

 

 

設計基準対象の施設と兼用するプルトニウ

ム精製設備の一部であるプルトニウム濃縮

缶，電気設備の一部である受電開閉設備等及

び計装設備の一部であるプルトニウム濃縮缶

圧力計，プルトニウム濃縮缶気相部温度計，

プルトニウム濃縮缶液相部温度計，プルトニ

ウム濃縮缶加熱蒸気温度計を常設重大事故等

対処設備として位置付ける。◇1  

 

 

 

 

 

発電炉の基本設計方針に

ついては，当該条文の比

較対象となる基本設計方

針がないため記載しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｔ加①-4（P4へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 
波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 
灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 
  ：許可からの変更点等 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十一条（有機溶媒等による火災又は 

爆発に対処するための設備）（重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備）（2 / 4） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した

場合の重大事故等対処設備として，重大事故時

プルトニウム濃縮缶加熱停止設備の他，安全保

護回路の一部である重大事故時供給停止回路及

び工程計装設備の一部であるプルトニウム濃縮

缶圧力計，プルトニウム濃縮缶気相部温度計及

びプルトニウム濃縮缶液相部温度計を使用する

設計とする。なお，安全保護回路については

「4.2 安全保護回路」の「4.2.4 重大事故

時供給停止回路」に，工程計装設備について

は，「4.1 計測制御設備」に示す。Ｔ加①-

4，⑧-1，⑨-1，2 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，重大事故時供給停止回路の分解反応検

知機器においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応の発生を判定した場合に，重大事故時プ

ルトニウム濃縮缶加熱停止設備の一次蒸気停

止弁を閉止することにより，プルトニウム濃

縮缶の加熱を停止できる設計とする。Ｔ加①-

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，共通要因によって設計基準事故に対処

する加熱停止のための設備である遮断弁（自

動）と同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，動作原理の異なる手動弁とするこ

とで，設計基準事故に対処する加熱停止のた

めの設備である遮断弁（自動）に対して多様

性を有する設計とする。Ｔ加②-1 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，共通要因によって設計基準事故に対処

する加熱停止のための設備と同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，設計基準事

故に対処する加熱停止のための設備を設置す

る部屋と異なる部屋に設置することにより，

設計基準事故に対処する加熱停止のための設

備と位置的分散を図る設計とする。Ｔ加②-2 

 

安全保護回路については「ヘ．(２) 主要な

安全保護回路の種類」【Ｔ加⑧-1】に，工程計

装設備については，「ヘ．(３) 主要な工程計

装設備の種類」【Ｔ加⑨-2】に，電気設備につ

いては，「リ．(１)(ⅰ) 電気設備」に□4 示

す。Ｔ加①-4 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，重大事故時供給停止回路の分解反応検

知機器においてＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応の発生を判定した場合に，重大事故時プ

ルトニウム濃縮缶加熱停止設備の一次蒸気停

止弁を閉止することにより，プルトニウム濃

縮缶の加熱を停止できる設計とする。Ｔ加①-

5 

 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は内的事

象を起因として発生を仮定するため，外的事

象（地震等）を要因とした設備の損傷は想定

しない。□2  

 

 

 

 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，設計基準事故に対処する加熱停止のた

めの設備である遮断弁（自動）と共通要因に

よって同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，動作原理の異なる手動弁とするこ

とで，設計基準事故に対処する加熱停止のた

めの設備である遮断弁（自動）に対して多様

性を有する設計とする。Ｔ加②-1 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，設計基準事故に対処する加熱停止のた

めの設備と共通要因によって同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，設計基準事

故に対処する加熱停止のための設備を設置す

る部屋と異なる部屋に設置することにより，

設計基準事故に対処する加熱停止のための設

備と位置的分散を図る設計とする。Ｔ加②-2 

 

重大事故時供給停止回路については

「6.2.4.2 系統構成及び主要設備」に，計装

設備については「6.2.1.4 系統構成及び主要

設備」に，電気設備については「9.2.2.4 系

統構成」に示す。◇1  

 

(２) 主要設備 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備の一次蒸気停止弁は，精製建屋にて手動に

よりプルトニウム濃縮缶の加熱を停止できる

設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2.2.3 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18 (１)ａ．多様

性，位置的分散」に示す。◇1  

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，設計基準事故に対処する加熱停止のた

めの設備である遮断弁（自動）と共通要因に

よって同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，動作原理の異なる手動弁とするこ

とで，設計基準事故に対処する加熱停止のた

めの設備である遮断弁（自動）に対して多様

性を有する設計とする。◇1  

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，設計基準事故に対処する加熱停止のた

めの設備と共通要因によって同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，設計基準事

故に対処する加熱停止のための設備を設置す

る部屋と異なる部屋に設置することにより，

設計基準事故に対処する加熱停止のための設

備と位置的分散を図る設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化。

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 
設工認の章構成に合わせて

引用先を適正化した。 
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重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品

漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修

理の対応，関連する工程の停止等により重大

事故等に対処するための機能を損なわない設

計とする。Ｔ加②-3 

 

関連する工程を停止すること等について

は，保安規定に定めて，管理する。Ｔ加②-4 

 

 

 

 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，安全機能を有する施設として使用する

場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備と

して使用することにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。Ｔ加③-1 

 

 

 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，プルトニウム濃縮缶の加熱を停止する

ための設備として一次蒸気停止弁を１基有す

る設計とする。Ｔ加④-1,2 

 

 

 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応によ

り瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響を考

慮しても重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。Ｔ加⑤-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品

漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修

理等の対応，関連する工程の停止等により重

大事故等に対処するための機能を損なわない

設計とする。Ｔ加②-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，安全機能を有する施設として使用する

場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備と

して使用することにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。Ｔ加③-1 

 

 

 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，プルトニウム濃縮缶の加熱を停止する

ための設備を１基以上有する設計とする。Ｔ

加④-1 

 

 

 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応によ

り瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響を考

慮しても機能を損なわない設計とする。Ｔ加

⑤-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，地震等により機能が損なわれる場合，

修理等の対応により機能を維持する設計とす

る。また，必要に応じて◇1 関連する工程を停

止する等の手順を整備する。Ｔ加②-4 

 

 

 

 

 

 

(２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18 (１)ｂ．悪

影響防止」に示す。◇1  

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，安全機能を有する施設として使用する

場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備と

して使用することにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。◇1  

 

(３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18 (２)個数及

び容量」に示す。◇1  

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，プルトニウム濃縮缶の加熱を停止する

ための設備を１基以上有する設計とする。◇1  

 

 

(４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18 (３)環境条

件等」に示す。◇1  

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応によ

り瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響を考

慮しても機能を損なわない設計とする。◇1  

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，地震等により機能が損なわれる場合，

修理等の対応により機能を維持する設計とす

る。また，必要に応じて関連する工程を停止

する等の手順を整備する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「自然現象（地震含む），人為事象，

溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部

発生飛散物に対して修理の対応，関連

する工程の停止等」とは，代替設備に

より重大事故等への対処に必要な機能

を確保すること，安全上支障のない期

間で修理の対応を行うこと，関連する

工程の停止等又はこれらを適切に組み

合わせることの総称として示した記載

であり保安規定で示すため当該箇所で

は許可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

機能を損なわないための設計の

明確化。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正

化。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

手動弁は基本設計方針に個別名称を記載する設備（②-a）であり，

仕様表がないことから，文章にて設備数を明確化した。 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十一条（有機溶媒等による火災又は 

爆発に対処するための設備）（重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備）（4 / 4） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，配管の全周破断に対して，適切な材質

とすることにより，漏えいした放射性物質を

含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）によ

り重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。Ｔ加⑤-2 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，想定される重大事故等が発生した場合

においても操作に支障がないように，線量率

の高くなるおそれの少ない場所を選定した設

計とする。Ｔ加⑤-3 

 

 

 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，精製建屋にて操作し易い構造とし，確

実に操作が可能な設計とする。Ｔ加⑥-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，通常時において，重大事故等に対処す

るために必要な機能を確認するため，外観検

査及び分解点検が可能な設計とする。Ｔ加⑦-

1 

 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，配管の全周破断に対して，適切な材質

とすることにより，漏えいした放射性物質を

含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）によ

り機能を損なわない設計とする。Ｔ加⑤-2 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，想定される重大事故等が発生した場合

においても操作に支障がないように，線量率

の高くなるおそれの少ない場所を選定した設

計とする。Ｔ加⑤-3 

 

 

 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，精製建屋にて操作し易い構造とし，確

実に操作が可能な設計とする。Ｔ加⑥-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，再処理施設の運転中又は停止中に外観

検査及び分解点検が可能な設計とする。Ｔ加

⑦-1 

 

(ⅱ)主要な設備及び機器の種類 

(ｂ)重大事故等対処設備 

(ロ)重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備 

 

［常設重大事故等対処設備］ 

プルトニウム濃縮缶（「ニ．(４)(ⅱ)(ａ)(ロ) プル

トニウム精製設備」と兼用）□1  

 

 

一次蒸気停止弁     １基 Ｔ加④-2 

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，配管の全周破断に対して，適切な材質

とすることにより，漏えいした放射性物質を

含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）によ

り機能を損なわない設計とする。◇1  

 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，想定される重大事故等が発生した場合

においても操作に支障がないように，線量率

の高くなるおそれの少ない場所に設置し，操

作可能な設計とする。◇1  

 

(５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18 (４)ａ．操

作性の確保」に示す。◇1  

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，精製建屋にて操作し易い構造とし，確

実に操作が可能な設計とする。◇1  

 

4.5.2.2.4  主要設備の仕様 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備の主要設備の仕様を第 4.5－７表に，重大

事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備の系

統概要図を第 4.5－９図に，機器配置概要図

を第 4.5－11 図及び第 4.5－12 図に示す。◇2  

 

4.5.2.2.5  試験・検査 

基本方針については，「1.7.18 (４)ｂ．試

験・検査性」に示す。◇1  

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備は，再処理施設の運転中又は停止中に外観

検査及び分解点検が可能な設計とする。◇1  

 

 

第 4.5－７表(1) 重大事故時プルトニウム濃

縮缶加熱停止設備の主要設備の仕様 

(１)重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止

設備 

 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．プルトニウム濃縮缶（「4.5.1.3 プルト

ニウム精製設備」と兼用） 

「第 4.5－２表 プルトニウム精製設備の主要

設備の仕様」に記載する。◇3  

ｂ．一次蒸気停止弁 

基  数    １◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｔ加①-4（P1から） 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）」とは，許可において各施設で

取扱う対象として記載している放射

性物質を含む腐食性の液体の総称と

して示した記載であることからで許

可の記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第四十一条（有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停

止設備） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

Ｔ 加

① 

加熱停止に必要な設備設計 技術基準規則（第 41 条）の要求

事項を受けている内容 
１項２号 － a,c,e 

Ｔ 加

② 

多様性，位置的分散に関する

内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 41 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（ 3 6 条 ２ 項 ） 
－ b 

Ｔ 加

③ 

悪影響防止に関する内容 技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 41 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項６号） 
－ b 

Ｔ 加

④ 

個数及び容量に関する内容 技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 41 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項１号） 
－ a,b 

Ｔ 加

⑤ 

環境条件等に関する内容 技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 41 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項２号） 

（36 条１項７号） 

－ b 

Ｔ 加

⑥ 

操作性の確保に関する内容 技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 41 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項３号）

（36 条１項５号） 

－ b 

Ｔ 加

⑦ 

試験・検査の確保に関する内

容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 41 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項４号） 
－ b 

Ｔ 加

⑧ 

有機溶媒等による火災又は爆

発への対処に使用する設備 

有機溶媒等による火災又は爆発へ

の対処に使用する安全保護回路に

係る事項 

－ － e 

Ｔ 加

⑨ 

有機溶媒等による火災又は爆

発への対処に使用する設備 
有機溶媒等による火災又は爆発へ

の対処に使用する工程計装設備に

係る事項 

－ － e 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

別紙１② 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

□2  
事業指定変更許可申請で明確

化 

考慮不要である旨を上流の事業変更許可申請で明確にし

ているため，記載しない。 
－ 

□3  
重大事故時供給停止回路の内

容 
重大事故時供給停止回路に記載する。 － 

□4  
他条文で展開する事項（第 46

条） 

第 46 条「電源設備」にて，説明する内容であるため，記

載しない。 
－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）又は添付書類内の

記載と重複する内容であるため，記載しない。 
－ 

◇2  仕様表等の呼び込み 
仕様表等の呼び込み場所の記載であるため，基本設計方

針に記載しない。 
－ 

◇3  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

b Ⅵ-1-1-4-2 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

c 
Ⅵ-2-3 系統図 

Ⅵ-2-4 配置図 

d 仕様表（設計条件及び仕様） 

e Ⅲ-3 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備に関する説明書 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十一条（有機溶媒等による 

火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時供給停止回路）（1 / 6） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
第四十一条 

セル内において有機溶媒その他の物質を内

包する施設には、再処理規則第一条の三第四

号に掲げる重大事故の発生又は拡大を防止す

るために必要な次に掲げる重大事故等対処設

備が設けられていなければならない。 

 

一 火災又は爆発の発生 (リン酸トリブチル

の混入による急激な分解反応により発生する

ものを除く。) を未然に防止するために必要

な設備 

（該当する設備はない） 

 

二 火災又は爆発が発生した場合において火

災又は爆発を収束させるために必要な設備 

Ｔ供①② 

 

三 火災又は爆発が発生した設備に接続する

換気系統の配管の流路を遮断するために必要

な設備及び換気系統の配管内が加圧状態にな

った場合にセル内に設置された配管の外部へ

放射性物質を排出するために必要な設備 

Ｔ供① 

 

四 火災又は爆発が発生した場合において放

射性物質の放出による影響を緩和するために

必要な設備 

Ｔ供① 

 

（Ｔ供③から⑧は技術基準規則第三十六条へ

の適合方針） 

（Ｔ供⑨から⑩は有機溶媒等による火災又は

爆発への対処に使用する他設備に係る事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 個別項目 

４ 計測制御系統施設 

4.2 安全保護回路 

4.2.4 重大事故時供給停止回路 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し

た場合において，プルトニウム濃縮缶への供

給液の供給を停止することで，プルトニウム

濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応の再発を防止するために必要な重大事故

等対処設備を設ける設計とする。Ｔ供①-1，

②-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路は，分解反応検知

機器及び緊急停止系で構成する。Ｔ供①-2,②

-2 

 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，

緊急停止操作スイッチ及び重大事故時供給液

停止弁で構成する。Ｔ供②-3 

 

 

 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，

ハードワイヤードロジックで構成する。Ｔ供

②-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ⅱ) 重大事故等対処設備 

(ｃ) 重大事故時供給停止回路 

 

 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し

た場合において，プルトニウム濃縮缶への供

給液の供給を停止することで，プルトニウム

濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応の再発を防止するために必要な重大事故

等対処設備を設置する。Ｔ供①-1，②-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路は，分解反応検知

機器及び緊急停止系で構成する。Ｔ供①-2,②

-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する工程

計装設備の一部【Ｔ供②-2】及び電気設備の

一部である受電開閉設備等を常設重大事故等

対処設備として位置付ける。□2  

 

 

 

 

6.2.4 重大事故時供給停止回路 

6.2.4.1 概  要 

 

 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し

た場合において，プルトニウム濃縮缶への供

給液の供給を停止することで，プルトニウム

濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応の再発を防止するために必要な重大事故

等対処設備を設置する。◇1  

 

重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応の発生を判定した場合

に，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を

自動及び手動で停止する。◇1  

 

6.2.4.2 系統構成及び主要設備 

プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応の再発を防止するための

設備として，プルトニウム濃縮缶への供給液

の供給を停止するため，重大事故時供給停止

回路を設ける。◇1  

 

(１) 系統構成 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し

た場合の重大事故等対処設備として，重大事

故時供給停止回路を使用する。◇1  

 

重大事故時供給停止回路は，分解反応検知

機器及び緊急停止系で構成する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，

ハードワイヤードロジックで構成する。Ｔ供

②-4 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する計装

設備の一部であるプルトニウム濃縮缶供給槽

液位計，供給槽ゲデオン流量計，プルトニウ

ム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃縮缶気相部

温度計，プルトニウム濃縮缶液相部温度計及

び電気設備の一部である受電開閉設備等を常

設重大事故等対処設備として位置付ける。◇1  

 

発電炉の基本設計方針に

ついては，当該条文の比

較対象となる基本設計方

針がないため記載しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｔ供②-3（P3から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 
波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 
灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 
  ：許可からの変更点等 

【許可からの変更点】 

技術基準規則の記載に合わせ，記載の

語尾を統一。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。  
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重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応が発生した場合に，分解

反応検知機器であるプルトニウム濃縮缶圧力

計，プルトニウム濃縮缶気相部温度計及びプ

ルトニウム濃縮缶液相部温度計の３台の検出

器によりプルトニウム濃縮缶の異常を検知

し，警報を発報する設計とする。Ｔ供①-3 

 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生の

判定には，検出器３台からの警報の「２ out 

of ３」論理を用い，同時に２台以上の検出器

からプルトニウム濃縮缶の異常を検知した警

報が発せられた場合に，分解反応検知機器の

論理回路がＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

が発生したと判定する設計とする。Ｔ供①-4 

 

論理回路は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応が発生したと判定した場合に，中央制御

室に警報を発し，ＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応への対処を促すとともに，プルトニウ

ム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止するための重

大事故時供給液停止弁の閉信号，廃ガス貯留

設備の隔離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空

気圧縮機の起動信号，廃ガス貯留設備の精製

建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理

系（プルトニウム系）の隔離弁の閉信号及び

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス

処理系（プルトニウム系）の排風機の停止信

号を発することができる設計とする。Ｔ供①-

5 

 

プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止

するための重大事故時供給液停止弁は，論理

回路によるＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

の発生の判定から１分以内に閉止すること

で，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を

停止できる設計とする。Ｔ供①-6 

 

重大事故時供給停止回路のうち分解反応検

知機器のプルトニウム濃縮缶圧力計，プルト

ニウム濃縮缶気相部温度計及びプルトニウム

濃縮缶液相部温度計は，プルトニウム濃縮缶

の異常を検知するために警報設定値を有する

設計とする。Ｔ供①-7 

工程計装設備については「ヘ．(３) 主要

な工程計装設備の種類」に【Ｔ供②-2】，電

気設備については「リ．(１)（ⅰ） 電気設

備」に示す。□2  

 

 

重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応が発生した場合に，分解

反応検知機器であるプルトニウム濃縮缶圧力

計，プルトニウム濃縮缶気相部温度計及びプ

ルトニウム濃縮缶液相部温度計の３台の検出

器によりプルトニウム濃縮缶の異常を検知

し，警報を発報する。Ｔ供①-3 

 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生の

判定には，検出器３台からの警報の「２ out 

of ３」論理を用い，同時に２台以上の検出器

からプルトニウム濃縮缶の異常を検知した警

報が発せられた場合に，分解反応検知機器の

論理回路がＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

が発生したと判定する。Ｔ供①-4 

 

論理回路は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応が発生したと判定した場合に，中央制御

室に警報を発し，ＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応への対処を促すとともに，プルトニウ

ム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止するための重

大事故時供給液停止弁の閉信号，廃ガス貯留

設備の隔離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空

気圧縮機の起動信号，廃ガス貯留設備の精製

建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理

系（プルトニウム系）の隔離弁の閉信号及び

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス

処理系（プルトニウム系）の排風機の停止信

号を発することができる設計とする。Ｔ供①-

5 

 

プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止

するための重大事故時供給液停止弁は，論理

回路によるＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

の発生の判定から１分以内に閉止すること

で，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を

停止できる設計とする。Ｔ供①-6 

 

重大事故時供給停止回路のうち分解反応検

知機器のプルトニウム濃縮缶圧力計，プルト

ニウム濃縮缶気相部温度計及びプルトニウム

濃縮缶液相部温度計は，プルトニウム濃縮缶

の異常を検知するために警報設定値を有する

設計とする。Ｔ供①-7 

計装設備については「6.2.1.3 主要設備及

び仕様」に，電気設備については「9.2.2.4 

系統構成」に示す。◇1  

 

 

(２) 主要設備 

重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応が発生した場合に，分解

反応検知機器であるプルトニウム濃縮缶圧力

計，プルトニウム濃縮缶気相部温度計及びプ

ルトニウム濃縮缶液相部温度計の３台の検出

器によりプルトニウム濃縮缶の異常を検知

し，警報を発する。◇1  

 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生の

判定には，検出器３台からの警報の「２ out 

of ３」論理を用い，同時に２台以上の検出器

からプルトニウム濃縮缶の異常を検知した警

報が発せられた場合に，論理回路がＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応が発生したと判定す

る。◇1  

 

分解反応検知機器の論理回路は，ＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応が発生したと判定し

た場合に，中央制御室に警報を発し，ＴＢＰ

等の錯体の急激な分解反応への対処を促すと

ともに，プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオン

を停止するための重大事故時供給液停止弁の

閉信号，廃ガス貯留設備の隔離弁の開信号，

廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信号，廃

ガス貯留設備の精製建屋塔槽類廃ガス処理設

備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の

隔離弁の閉信号及び精製建屋塔槽類廃ガス処

理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム

系）の排風機の停止信号を発することができ

る設計とする。◇1  

 

プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止

するための重大事故時供給液停止弁は，論理

回路によるＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

の発生の判定から１分以内に閉止すること

で，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を

停止できる設計とする。◇1  

 

重大事故時供給停止回路のうち分解反応検

知機器のプルトニウム濃縮缶圧力計，プルト

ニウム濃縮缶気相部温度計及びプルトニウム

濃縮缶液相部温度計は，プルトニウム濃縮缶

の異常を検知するために警報設定値を有する

設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わせ，記載の

語尾を統一。（以下同じ） 
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プルトニウム濃縮缶圧力計の警報設定値

は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生

した場合にプルトニウム濃縮缶気相部の圧力

が瞬間的に上昇することから，設計基準対象

の施設であるプルトニウム濃縮缶圧力の圧力

高警報設定値の約２倍を目安に設定すること

により，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を

検知できる設計とする。Ｔ供①-8 

 

プルトニウム濃縮缶気相部温度計の警報設

定値は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が

発生した場合にプルトニウム濃縮缶気相部温

度が急激に上昇することから，文献値を基に

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生する

温度を目安に設定することにより，ＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応を検知できる設計と

する。Ｔ供①-9 

 

プルトニウム濃縮缶液相部温度計の警報設

定値は，熱的制限値を目安に設定することに

より，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を検

知できる設計とする。Ｔ供①-10 

 

分解反応検知機器の論理回路は，１系列当

たり十分な台数を設ける多重化構成とし，プ

ルトニウム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃縮

缶気相部温度計及びプルトニウム濃縮缶液相

部温度計からの信号を分配して入力すること

により，１台の論理回路の機能が喪失した場

合でも，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の

検知機能を喪失しない設計とする。Ｔ供①-11 

 

重大事故時供給停止回路は，検出器又は論

理回路のいずれかにおいて故障を検知した場

合に中央制御室に故障警報を発すること又は

運転員による指示値の確認を行うことによ

り，速やかに異常を把握できる設計とする。

Ｔ供①-12 

 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，

プルトニウム濃縮缶へ供給液を供給するプル

トニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止するた

めの重大事故時供給液停止弁の閉信号を発す

ることで，プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオ

ンを停止することにより，ＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応の再発を防止できる設計とす

る。Ｔ供②-5 

 

 

 

プルトニウム濃縮缶圧力計の警報設定値

は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生

した場合にプルトニウム濃縮缶気相部の圧力

が瞬間的に上昇することから，設計基準対象

の施設であるプルトニウム濃縮缶圧力の圧力

高警報設定値の約２倍を目安に設定すること

により，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を

検知できる設計とする。Ｔ供①-8 

 

プルトニウム濃縮缶気相部温度計の警報設

定値は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が

発生した場合にプルトニウム濃縮缶気相部温

度が急激に上昇することから，文献値を基に

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生する

温度を目安に設定することにより，ＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応を検知できる設計と

する。Ｔ供①-9 

 

プルトニウム濃縮缶液相部温度計の警報設

定値は，熱的制限値を目安に設定することに

より，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を検

知できる設計とする。Ｔ供①-10 

 

分解反応検知機器の論理回路は，１系列当

たり２台設ける多重化構成とし，プルトニウ

ム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃縮缶気相部

温度計及びプルトニウム濃縮缶液相部温度計

からの信号が分配されて入力される。そのた

め，１台の論理回路の機能が喪失した場合で

も，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の検知

機能を喪失しないよう設計する。Ｔ供①-11 

 

重大事故時供給停止回路は，検出器又は論

理回路のいずれかにおいて故障を検知した場

合に中央制御室に故障警報を発すること又は

運転員による指示値の確認を行うことによ

り，速やかに異常を把握できる設計とする。

Ｔ供①-12 

 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，

緊急停止操作スイッチ及び重大事故時供給液

停止弁から構成し，【Ｔ供②-3】プルトニウ

ム濃縮缶へ供給液を供給するプルトニウム濃

縮缶供給槽ゲデオンを停止するための重大事

故時供給液停止弁の閉信号を発することで，

プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止す

ることにより，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応の再発を防止できる設計とする。Ｔ供②-

5 

 

プルトニウム濃縮缶圧力計の警報設定値

は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生

した場合にプルトニウム濃縮缶気相部の圧力

が瞬間的に上昇することから，設計基準対象

の施設であるプルトニウム濃縮缶圧力の圧力

高警報設定値の約２倍を目安に設定すること

により，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を

検知できる設計とする。◇1  

 

プルトニウム濃縮缶気相部温度計の警報設

定値は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が

発生した場合にプルトニウム濃縮缶気相部温

度が急激に上昇することから，文献値を基に

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生する

温度を目安に設定することにより，ＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応を検知できる設計と

する。◇1  

 

プルトニウム濃縮缶液相部温度計の警報設

定値は，熱的制限値を目安に設定することに

より，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を検

知できる設計とする。◇1  

 

分解反応検知機器の論理回路は，１系列当

たり２台設ける多重化構成とし，プルトニウ

ム濃縮缶圧力計，プルトニウム濃縮缶気相部

温度計及びプルトニウム濃縮缶液相部温度計

からの信号が分配されて入力される。そのた

め，１台の論理回路の機能が喪失した場合で

も，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の検知

機能を喪失しないよう設計する。◇1  

 

重大事故時供給停止回路は，検出器又は論

理回路のいずれかにおいて故障を検知した場

合に中央制御室に故障警報を発すること又は

運転員による指示値の確認を行うことによ

り，速やかに異常を把握できる設計とする。

◇1  

 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，

緊急停止操作スイッチ及び重大事故時供給液

停止弁から構成し，プルトニウム濃縮缶へ供

給液を供給するプルトニウム濃縮缶供給槽ゲ

デオンを停止するための重大事故時供給液停

止弁の閉信号を発することでプルトニウム濃

縮缶供給槽ゲデオンを停止することにより，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防

止できる設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｔ供②-3（P1へ） 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

仕様表対象機器の仕様は仕様表で

示すため，基本設計方針では「十

分な台数」又は「十分な基数」と

記載した。 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わせ，記

載の語尾を統一するにあたり，2

文を 1文に統合した。 
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重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，

作動状態の確認が可能な設計とする。Ｔ供②-

6 

 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，

中央制御室における緊急停止系の操作によっ

て１分以内にプルトニウム濃縮缶への供給液

の供給を停止できる設計とする。Ｔ供②-7 

 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路は，共通要因によ

ってプルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高によ

る加熱停止回路と同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，加熱停止回路とは異な

るプルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止

するための重大事故時供給液停止弁の閉止回

路とすることで，プルトニウム濃縮缶加熱蒸

気温度高による加熱停止回路に対して多様性

を有する設計とする。Ｔ供③-1 

 

重大事故時供給停止回路は，自然現象，人

為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内

部発生飛散物に対して修理の対応，関連する

工程の停止等により重大事故等に対処するた

めの機能を損なわない設計とする。Ｔ供③-2 

 

 

関連する工程を停止すること等について

は，保安規定に定めて，管理する。Ｔ供③-3 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路は，他の設備から

独立して単独で使用可能なことにより，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。Ｔ供

④-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，

作動状態の確認が可能な設計とする。Ｔ供②-

6 

 

また，中央制御室における緊急停止系の操作

によって１分以内にプルトニウム濃縮缶への

供給液の供給を停止できる設計とする。Ｔ供

②-7 

 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路は，プルトニウム

濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路と

共通要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，加熱停止回路とは異な

るプルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止

するための重大事故時供給液停止弁の閉止回

路とすることで，プルトニウム濃縮缶加熱蒸

気温度高による加熱停止回路に対して多様性

を有する設計とする。Ｔ供③-1 

 

重大事故時供給停止回路は，自然現象，人

為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内

部発生飛散物に対して修理等の対応，関連す

る工程の停止等により重大事故等に対処する

ための機能を損なわない設計とする。Ｔ供③-

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路は，他の設備から

独立して単独で使用可能なことにより，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。Ｔ供

④-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，

作動状態の確認が可能な設計とする。◇1  

 

 

また，中央制御室における緊急停止系の操

作によって１分以内にプルトニウム濃縮缶へ

の供給液の供給を停止できる設計とする。◇1  

 

 

6.2.4.3 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18 (１)ａ．多

様性，位置的分散」に示す。◇1  

 

重大事故時供給停止回路は，プルトニウム

濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路と

共通要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，加熱停止回路とは異な

るプルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンを停止

するための重大事故時供給液停止弁の閉止回

路とすることで，プルトニウム濃縮缶加熱蒸

気温度高による加熱停止回路に対して多様性

を有する設計とする。◇1  

 

重大事故時供給停止回路は，地震等により

機能が損なわれる場合，修理等の対応により

機能を維持する設計とする。また，必要に応

じて◇1 関連する工程を停止する等の手順を整

備する。Ｔ供③-3 

 

 

 

 

 

(２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18 (１)ｂ．悪

影響防止」に示す。◇1  

 

重大事故時供給停止回路は，他の設備から

独立して単独で使用可能なことにより，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。◇1  

 

 

(３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18 (２)個数及

び容量」に示す。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

機能を損なわないための設計の

明確化 

【等の解説】 

「自然現象（地震含む），人為事象，

溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部

発生飛散物に対して修理の対応，関連

する工程の停止等」とは，代替設備に

より重大事故等への対処に必要な機能

を確保すること，安全上支障のない期

間で修理の対応を行うこと，関連する

工程の停止等又はこれらを適切に組み

合わせることの総称として示した記載

であり保安規定で示すため当該箇所で

は許可の記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化。 

【許可からの変更点】 

主語の明確化。 
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重大事故時供給停止回路は，プルトニウム

濃縮缶に対し１系列で構成し，火災又は爆発

が発生した場合において火災又は爆発を収束

させることができる設計とする。Ｔ供⑤-1 

 

重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応が発生した場合に，重大

事故時供給液停止弁に対して閉信号を，廃ガ

ス貯留設備に対して起動信号を発するよう警

報設定値を設定するとともに，動的機器であ

る分解反応検知機器の単一故障を考慮した数

量を有する設計とする。Ｔ供⑤-2 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応により瞬間的に上昇する

温度及び圧力の影響を考慮しても機能を損な

わない設計とする。Ｔ供⑥-1 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路は，配管の全周破

断に対して，適切な材質とすることにより，

漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体

（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とする。

Ｔ供⑥-2 

 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，

想定される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，中央制御室で

操作可能な設計とする。Ｔ供⑥-3 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，

中央制御室において緊急停止操作スイッチを

押下することで作動する設計とし，ＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応の発生の判定後１分

以内に操作できる設計とする。Ｔ供⑦-1 

 

重大事故時供給停止回路は，プルトニウム

濃縮缶に対し１系列で構成する。Ｔ供⑤-1 

 

 

 

重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応が発生した場合に，重大

事故時供給液停止弁に対して閉信号を，廃ガ

ス貯留設備に対して起動信号を発するよう警

報設定値を設定するとともに，動的機器であ

る分解反応検知機器の単一故障を考慮した数

量を有する設計とする。Ｔ供⑤-2 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応により瞬間的に上昇する

温度及び圧力の影響を考慮しても機能を損な

わない設計とする。Ｔ供⑥-1 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路は，配管の全周破

断に対して，適切な材質とすることにより，

漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体

（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわな

い設計とする。Ｔ供⑥-2 

 

 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，

想定される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，中央制御室で

操作可能な設計とする。Ｔ供⑥-3 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，

中央制御室において緊急停止操作スイッチを

押下することで作動する設計とし，ＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応の発生の判定後１分

以内に操作できる設計とする。Ｔ供⑦-1 

 

重大事故時供給停止回路は，プルトニウム

濃縮缶に対し１系列で構成する。◇1  

 

 

 

重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応が発生した場合に，重大

事故時供給液停止弁に対して閉信号を，廃ガ

ス貯留設備に対して起動信号を発するよう警

報設定値を設定するとともに，動的機器であ

る分解反応検知機器の単一故障を考慮した数

量を有する設計とする。◇1  

 

(４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18 (３)環境条

件等」に示す。◇1  

 

重大事故時供給停止回路は，ＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応により瞬間的に上昇する

温度及び圧力の影響を考慮しても機能を損な

わない設計とする。◇1  

 

重大事故時供給停止回路は，地震等により

機能が損なわれる場合，修理等の対応により

機能を維持する設計とする。また，必要に応

じて関連する工程を停止する等の手順を整備

する。◇1  

 

重大事故時供給停止回路は，配管の全周破

断に対して，適切な材質とすることにより，

漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体

（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわな

い設計とする。◇1  

 

 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，

想定される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，中央制御室で

操作可能な設計とする。◇1  

 

(５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18 (４)ａ．操

作性の確保」に示す。◇1  

 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，

中央制御室において緊急停止操作スイッチを

押下することで作動する設計とし，ＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応の発生の判定後１分

以内に操作できる設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

【「等」の解説】 

「腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）」とは，許可において各施設で

取扱う対象として記載している放射

性物質を含む腐食性の液体の総称と

して示した記載であり保安規定で示

すため当該箇所では許可の記載を用

いた。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化 

【許可からの変更点】 

技術基準規則の記載に合わせ，記載の

語尾を統一。 
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重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，

通常時において，重大事故等に対処するため

に必要な機能を確認するため，外観点検，性

能確認等が可能な設計とする。Ｔ供⑧-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，

再処理施設の運転中又は停止中に外観点検，

性能確認等が可能な設計とする。Ｔ供⑧-1 

 

 

［常設重大事故等対処設備］ 

 

重大事故時供給停止回路 

 

緊急停止系（精製建屋用，電路含む） 

１式□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4.4 主要設備の仕様 

重大事故時供給停止回路の主要設備の仕様

を第6.2.4－１表に，重大事故時供給停止回路

の系統概要図を第6.2.4－１図に示す。◇2  

 

6.2.4.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18 (４)ｂ．試

験・検査性」に示す。◇1  

 

重大事故時供給停止回路の緊急停止系は，

再処理施設の運転中又は停止中に外観点検，

性能確認等が可能な設計とする。◇1  

 

 

第6.2.4－１表(1) 重大事故時供給停止回路

の主要設備の仕様 

(１)重大事故時供給停止回路 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ. 緊急停止系（精製建屋用，電路含む） 

数量             １式◇1  

 

ｂ．分解反応検知機器 

詳細は「第6.2.1－１表 重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータ」及び「第6.2.1

－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）

の主要機器仕様」に記載する。 

(ａ)プルトニウム濃縮缶圧力計 

使用数量             １ 

計測範囲       -24～２ｋＰａ 

計測方式        エアパージ式 

(ｂ)プルトニウム濃縮缶気相部温度計 

使用数量             １ 

計測範囲         ０～200℃ 

計測方式           熱電対 

(ｃ)プルトニウム濃縮缶液相部温度計 

使用数量             １ 

計測範囲         ０～200℃ 

計測方式          熱電対◇3  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【「等」の解説】 

「外観点検，性能確認等」とは，外

観点検，性能確認，作動試験の対処

するために必要な機能の確認方法の

総称として示した記載であることか

ら許可の記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化 

2127



設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第四十一条（有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（重大事故時供給停止回路） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

Ｔ 供

① 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応の発生検知，供給停止及

び廃ガスの貯留に必要な設備

設計 

技術基準規則（第 41 条）の要求

事項を受けている内容 
1 項２号 

1 項３号 

1 項４号 

－ a,c,e 

Ｔ 供

② 

緊急停止系による供給停止に

必要な設備設計 

技術基準規則（第 41 条）の要求

事項を受けている内容 
1 項２号 － a,c,e 

Ｔ 供

③ 

多様性，位置的分散に関する

内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 41 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（ 3 6 条 ２ 項 ） 
－ b 

Ｔ 供

④ 

悪影響防止に関する内容 技術基準規則（第 36 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 41 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（36 条１項６号） 
－ b 

Ｔ 供

⑤ 

個数及び容量に関する内容 技術基準規則（第 36 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 41 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（36 条１項１号） 
－ a,b 

Ｔ 供

⑥ 

環境条件等に関する内容 技術基準規則（第 36 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 41 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（36 条１項２号） 

（36 条１項７号） 

－ b 

Ｔ 供

⑦ 

操作性の確保に関する内容 技術基準規則（第 36 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 41 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（36 条１項３号） 

（36 条１項５号） 

－ b 

Ｔ 供

⑧ 

試験・検査の確保に関する内

容 

技術基準規則（第 36 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 41 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（36 条１項４号） 
－ b 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

□2  
他条文で展開する事項（第 46

条） 

第 46 条「電源設備」にて，説明する内容であるため，記

載しない。 
－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 事業変更許可申請書本文（設計方針）又は添付書類内の - 

2128



設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

別紙１② 

記載と重複する内容であるため，記載しない。 

◇2  仕様表等の呼び込み 
仕様表等の呼び込み場所の記載であるため，基本設計方

針に記載しない。 
- 

◇3  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

b Ⅵ-1-1-4-2 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

c Ⅵ-2-4 配置図 

d 仕様表（設計条件及び仕様） 

e Ⅲ-3 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備に関する説明書 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十一条（有機溶媒等による火災又は 

爆発に対処するための設備）（共通項目）（1 / 4） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
第四十一条 

セル内において有機溶媒その他の物質を内

包する施設には、再処理規則第一条の三第四

号に掲げる重大事故の発生又は拡大を防止す

るために必要な次に掲げる重大事故等対処設

備が設けられていなければならない。 

 

一 火災又は爆発の発生 (リン酸トリブチル

の混入による急激な分解反応により発生する

ものを除く。) を未然に防止するために必要

な設備 

（該当する設備はない） 

 

二 火災又は爆発が発生した場合において火

災又は爆発を収束させるために必要な設備 

Ｔ共① 

 

三 火災又は爆発が発生した設備に接続する

換気系統の配管の流路を遮断するために必要

な設備及び換気系統の配管内が加圧状態にな

った場合にセル内に設置された配管の外部へ

放射性物質を排出するために必要な設備 

Ｔ共② 

 

四 火災又は爆発が発生した場合において放

射性物質の放出による影響を緩和するために

必要な設備 Ｔ共③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 章 共通項目 

5. 火災等による損傷の防止 

5.6 有機溶媒等による火災又は爆発に対処す

るための設備 

セル内においてＴＢＰ，ｎドデカン等（以

下「有機溶媒等」という。）が火災又は爆発

に至ることを防止するための機能を有する施

設のうち，「有機溶媒等による火災又は爆

発」の発生を仮定する機器には，重大事故等

の拡大を防止するために必要な次に掲げる重

大事故等対処設備を設ける設計とする。Ｔ共

①-1，②-1，③-1 

 

セル内において有機溶媒等が火災又は爆発

に至ること防止するための機能を有する施設

のうち，「有機溶媒等による火災又は爆発」

の発生を仮定する機器は，ＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応の再発を防止し，その状態を

維持するとともに，ＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応が発生した機器に接続する配管の流

路を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態に

なった場合にセル内に設置された配管の外部

へ放射性物質を排出できるようにし，放射性

物質の放出による影響を緩和するために必要

な重大事故等対処設備を設ける設計とする。

Ｔ共①-2，②-2，③-2 

 

 

 

 

 

 

 

有機溶媒等による火災又は爆発に対処する

ための設備は，重大事故時プルトニウム濃縮

缶加熱停止設備，重大事故時供給停止回路及

び廃ガス貯留設備で構成する。Ｔ共①-3，②-

3，③-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ｆ) 有機溶媒等による火災又は爆発に対処

するための設備 

セル内においてＴＢＰ，ｎドデカン等（以

下「有機溶媒等」という。）が火災又は爆発

に至ることを防止するための機能を有する施

設のうち，有機溶媒等による火災又は爆発の

発生を仮定する機器には，重大事故等の拡大

を防止するために必要な次に掲げる重大事故

等対処設備を設ける設計とする。Ｔ共①-1，

②-1，③-1 

 

セル内において有機溶媒等が火災又は爆発

に至ること防止するための機能を有する施設

のうち，有機溶媒等による火災又は爆発の発

生を仮定する機器は，ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の再発を防止し，その状態を維持

するとともに，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応が発生した機器に接続する配管の流路を

遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になっ

た場合にセル内に設置された配管の外部へ放

射性物質を排出できるようにし，放射性物質

の放出による影響を緩和するために必要な重

大事故等対処設備を設置及び保管する。Ｔ共

①-2，②-2，③-2 

 

 

 

 

 

 

 

有機溶媒等による火災又は爆発に対処する

ための設備は，重大事故時プルトニウム濃縮

缶加熱停止設備，重大事故時供給停止回路及

び廃ガス貯留設備で構成する。Ｔ共①-3，②-

3，③-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.37 有機溶媒等による火災又は爆発に対

処するための設備 

（有機溶媒等による火災又は爆発に対処

するための設備） 

第三十七条 セル内において有機溶媒そ

の他の物質を内包する施設には、再処

理規則第一条の三第四号に規定する重

大事故の発生又は拡大を防止するため

に必要な次に掲げる重大事故等対処設

備を設けなければならない。 

一  火災又は爆発の発生（リン酸トリ

ブチルの混入による急激な分解反応に

より発生するものを除く。）を未然に

防止するために必要な設備 

二  火災又は爆発が発生した場合にお

いて火災又は爆発を収束させるために

必要な設備 

三  火災又は爆発が発生した設備に接

続する換気系統の配管の流路を遮断す

るために必要な設備及び換気系統の配

管内が加圧状態になった場合にセル内

に設置された配管の外部へ放射性物質

を排出するために必要な設備 

四  火災又は爆発が発生した場合にお

いて放射性物質の放出による影響を緩

和するために必要な設備 

 

（解釈） 

１ 第１項第１号に規定する「火災又は

爆発の発生（リン酸トリブチルの混入

による急激な分解反応により発生する

ものを除く。）を未然に防止するため

に必要な設備」とは、設計基準の要求

により措置した設備とは異なる溶液の

回収・移送設備、セル内注水設備等を

いう。 

また、設備の必要な個数は、当該重

大事故等が発生するおそれがある安全

上重要な施設の機器ごとに１セットと

する。 

２ 第１項第２号に規定する「火災又は爆

発が発生した場合において火災又は爆発

を収束させるために必要な設備」とは、

設計基準の要求により措置した設備とは

異なる消火設備や窒息消火設備（ダンパ

等の閉止）、漏えいした溶液の冷却設

備、セル内注水設備等をいう。 

 

 

 

発電炉の基本設計方針に

ついては，当該条文の比

較対象となる基本設計方

針がないため記載しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 
波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 
灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 
  ：許可からの変更点等 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 
【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「ＴＢＰ等の錯体」は，りん酸三ブチル又

はその分解生成物であるりん酸二ブチル，

りん酸一ブチルと硝酸，硝酸ウラニル又は

硝酸プルトニウムの錯体の総称として示し

た記載であることから許可の記載を用い

た。 

（以下同じ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、設備の必要な個数は、当該重大

事故等が発生するおそれがある安全上重

要な施設の機器ごとに１セットとする。 

３ 第１項第３号に規定する「火災又は爆

発が発生した設備に接続する換気系統の

配管の流路を遮断するために必要な設

備」とは、閉止弁、密閉式ダンパ等をい

い、「換気系統の配管内が加圧状態にな

った場合にセル内に設置された配管の外

部へ放射性物質を排出するために必要な

設備」とは、水封安全器等をいう。 

また、設備の必要な個数は、当該重大

事故等が発生するおそれがある安全上重

要な施設の機器ごとに１セットとする。 

４ 第１項第４号に規定する「放射性物質

の放出による影響を緩和するために必要

な設備」とは、セル換気系統を代替する

ための設備等をいう。 

また、セル換気系統の放射性物質を低

減する機能を代替するための設備の必要

な個数は、再処理施設に設置された排風

機の台数と同数とする。 

５ 上記１、２及び３については、設備の

信頼性が十分に高いと判断されない場合

には、多様性も考慮して動作原理の異な

る設備を追加すること。 

６ 同時に又は連鎖して発生する可能性の

ない事故の間で、設備を共用することは

妨げない。 

７ 上記の措置には、対策を実施するた

めに必要となる電源、補給水、施設の

状態を監視するための設備の整備を含

む。 

 

適合のための設計方針 

セル内において有機溶媒その他の物質を内

包する施設において，有機溶媒等による火災

又は爆発について評価する機器は，重大事故

の発生又は拡大を防止するために必要な次に

掲げる重大事故等対処施設を設ける設計とす

る。◇1  

 

第一号について 

有機溶媒等による火災又は爆発は，リン酸

トリブチルの混入による急激な分解反応に相

当するＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を対

象とするため，第一号に該当する設備はな

い。◇1  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プルトニウム濃縮缶においてＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応が発生した場合におい

て，重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応の発生を判定した場

合に，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給

を停止するとともにプルトニウム濃縮缶の加

熱を停止する設計とする。Ｔ共①-4 

 

重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応の発生を判定した場合

は，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を

自動及び手動で停止する設計とする。Ｔ共①-

5 

 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備により，プルトニウム濃縮缶の加熱を停止

する設計とする。Ｔ共①-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し

た場合において，当該重大事故で発生した放

射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放

射性物質の放出量を低減するために必要な重

大事故等対処設備として廃ガス貯留設備を設

ける設計とする。Ｔ共②-4，③-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二号について 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し

た場合において，ＴＢＰ等の錯体の急激な分

解反応が継続すること（以下「ＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応の再発」という。）を防

止し，それを維持できるようにするために必

要な重大事故等対処設備を設置する設計とす

る。◇1  

 

プルトニウム濃縮缶においてＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応が発生した場合におい

て，重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応の発生を判定した場

合に，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給

を停止するとともにプルトニウム濃縮缶の加

熱を停止する設計とする。Ｔ共①-4 

 

重大事故時供給停止回路によりＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応の発生を判定した場合

は，プルトニウム濃縮缶への供給液の供給を

自動及び手動で停止する設計とする。Ｔ共①-

5 

 

また，重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱

停止設備により，プルトニウム濃縮缶の加熱

を停止する設計とする。Ｔ共①-6 

 

第三号について 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し

た機器に接続する換気系統の配管の流路を遮

断し，換気系統の配管内が加圧状態になった

場合にセル内に設置された配管の外部へ放射

性物質を排出できるようにするために必要な

重大事故等対処設備を設置する設計とする。

◇1  

 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し

た場合において，当該重大事故で発生した放

射性物質を含む気体を貯留し，大気中への放

射性物質の放出量を低減するために必要な重

大事故等対処設備として廃ガス貯留設備を設

ける設計とする。Ｔ共②-4 

 

第四号について 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生し

た場合において，放射性物質の放出による影

響を緩和するために必要な重大事故等対処設

備を設置する設計とする。◇1  

 

 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十一条（有機溶媒等による火災又は 

爆発に対処するための設備）（共通項目）（4 / 4） 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，有機溶媒等による火災又は爆発に対

処するために使用する重大事故時プルトニウ

ム濃縮缶加熱停止設備の設計については，第

2章 個別項目の「2.4.2 プルトニウム精製

設備」の「2.4.2.1 重大事故時プルトニウム

濃縮缶加熱停止系」に，重大事故時供給停止

回路の設計については，第 2章 個別項目の

「4.2 安全保護回路」の「4.2.4 重大事故

時供給停止回路」に，廃ガス貯留設備の設計

については，第 2章 個別項目の「5.1 気体

廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7 廃ガス貯留設

備」に示す。Ｔ共①-7，②-5，③-5 

 

 

 

 

 

 

プルトニウム濃縮缶において，ＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応が発生した場合に，当

該重大事故で発生した放射性物質を含む気体

を貯留し，大気中への放射性物質の放出量を

低減するために必要な重大事故等対処設備を

設ける設計とする。Ｔ共③-4 

 

【許可からの変更点等】 

設計に関する呼込みの追加 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第四十一条（有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備）（共通事項） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

Ｔ共

① 

火災又は爆発が発生した場合

において火災又は爆発を収束

させるために必要な設備の概

要 

技術基準規則（第 41 条）の要求事

項を受けている内容 
41 条１項２号 － a 

Ｔ共

② 

火災又は爆発が発生した設備

に接続する換気系統の配管の

流路を遮断するために必要な

設備及び換気系統の配管内が

加圧状態になった場合にセル

内に設置された配管の外部へ

放射性物質を排出するために

必要な設備の概要 

技術基準規則（第 41 条）の要求事

項を受けている内容 
41 条１項３号 － a 

Ｔ共

③ 

火災又は爆発が発生した場合

において放射性物質の放出に

よる影響を緩和するために必

要な設備の概要 

技術基準規則（第 41 条）の要求事

項を受けている内容 
41 条１項４号 － a 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

－ － － － 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）又は添付書類内の

記載と重複する内容であるため，記載しない。 
－ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅲ-3 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備に関する説明書 
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第42条：使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十二条（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）（1 / 29） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

ための設備） 

第四十二条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 章 個別項目 

1. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ｇ) 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のため

の設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.38 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のた

めの設備 

（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設

備） 

第三十八条 再処理施設には、使用済燃

料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失

し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏

えいその他の要因により当該使用済燃料

貯蔵槽の水位が低下した場合において使

用済燃料貯蔵槽内の使用済燃料を冷却

し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止す

るために必要な設備を設けなければなら

ない。 

２ 再処理施設には、使用済燃料貯蔵槽

からの大量の水の漏えいその他の要因に

より当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常

に低下した場合において使用済燃料貯蔵

槽内の使用済燃料の著しい損傷の進行を

緩和し、及び臨界を防止するために必要

な設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵

槽からの水の漏えい」とは、本規程第２

８条に示す想定事故２において想定する

貯蔵槽からの水の漏えいのことである。

第２項に規定する「使用済燃料貯蔵槽か

らの大量の水の漏えい」とは、想定事故

２において想定する貯蔵槽からの水の漏

えいを超える漏えいをいう。 

２ 第１項の設備とは、以下に掲げる措

置又はこれと同等以上の効果を有する措

置を講じた設備等をいう。 

一 代替注水設備として、可搬型代替注

水設備（注水ライン、ポンプ車等）を配

備すること。代替注水設備は、設計基準

対応の冷却、注水設備が機能喪失し及び

小規模な漏えいがあった場合でも、貯蔵

槽の水位を維持できるものであること。 

３ 第２項の設備とは、以下に掲げる措

置又はこれらと同等以上の効果を有する

措置を講じた設備等をいう。 

一 スプレイ設備として、可搬型スプレ

イ設備（スプレイヘッダ、スプレイライ

ン、ポンプ車等）を配備すること。 

二 スプレイ設備は、代替注水設備によ

って使用済燃料貯蔵槽の水位が維持でき

ない場合でも、燃料損傷を緩和できるも

のであること。 

三 燃料損傷時に、放射性物質又は放射

線の敷地外への著しい放出による影響を

緩和するための設備等を整備すること。 

 

４ 第１項及び第２項の設備等として、

使用済燃料貯蔵槽の監視は、以下に掲げ

5 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の

基本設計方針，規格基準及び適用規格 

(1)基本設計方針 

第１章 共通項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 
下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 
波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 
灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 
黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 
紫字：ＤＢ設備に関する記載（比較対象外箇所） 
  ：発電炉との差異の理由     ：許可からの変更点等 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十二条（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）（2 / 29） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水

機能が喪失し，又は使用済燃料貯蔵槽か

らの水の漏えいその他の要因により当該

使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合

において使用済燃料貯蔵槽内の使用済燃

料を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界

を防止するために必要な重大事故等対処

設備を設ける設計とする。注①-1,抑①-

1,臨①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るものをいう。 

一 使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び

貯蔵槽上部の空間線量率について、重大

事故等により変動する可能性のある範囲

にわたり測定可能であること。 

二 使用済燃料貯蔵槽の状態をカメラに

より監視できること。 

５ 上記の措置には、対策を実施するた

めに必要となる電源、補給水、施設の状

態を監視するための設備の整備を含む。 

 

適合のための設計方針 

 再処理施設において，使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能又は注水機能が喪失し，又

は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいそ

の他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽

の水位が低下した場合において使用済燃

料貯蔵槽内の使用済燃料を冷却し，放射

線を遮蔽し，及び臨界を防止するために

必要な次に掲げる設備を設ける設計とす

る。 

 また，再処理施設において，使用済燃

料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他

の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水

位が異常に低下した場合において使用済

燃料貯蔵槽内の使用済燃料の著しい損傷

の進行を緩和し，放射性物質又は放射線

の敷地外への著しい放出による影響を緩

和し，及び臨界を防止するために必要な

次に掲げる設備を設ける設計とする。 

 

 第１項について 

 燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水

機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール等か

らの小規模な水の漏えいその他の要因に

より燃料貯蔵プール等の水位が低下した

場合において燃料貯蔵プール等内の使用

済燃料を冷却し，放射線を遮蔽し，及び

臨界を防止するために必要な重大事故等

対処設備を設置及び保管する設計とす

る。◇1  

 

 燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水

機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール等か

らの小規模な水の漏えいその他の要因に

より燃料貯蔵プール等の水位が低下した

場合において燃料貯蔵プール等内の使用

済燃料を冷却し，及び放射線を遮蔽する

ために必要な重大事故等対処設備とし

て，代替注水設備を設ける設計とする。

燃料貯蔵プール等からの水の漏えいを抑

制するために必要な重大事故等対処設備

として，漏えい抑制設備を設ける設計と

する。燃料貯蔵プール等内の使用済燃料

の臨界を防止するために必要な重大事故

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注①-1(P5 へ) 

抑①-1(P18 へ) 

臨①-1(P21 へ) 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十二条（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）（3 / 29） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏

えいその他の要因により当該使用済燃料

貯蔵槽の水位が異常に低下した場合にお

いて使用済燃料貯蔵槽内の使用済燃料の

著しい損傷の進行を緩和し，放射性物質

又は放射線の大気中への著しい放出によ

る影響を緩和し，及び臨界を防止するた

めに必要な重大事故等対処設備を設ける

設計とする。ス①-1,臨①-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の使用済燃料の受入れ施設の使用済燃料

受入れ設備の燃料仮置きピット並びに使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の使

用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設

備の燃料貯蔵プール及び燃料送出しピッ

ト（以下「燃料貯蔵プール等」とい

う。）の冷却機能又は注水機能が喪失

し，又は燃料貯蔵プール等からの小規模

な水の漏えいその他の要因により燃料貯

蔵プール等の水位が低下した場合におい

て燃料貯蔵プール等内の使用済燃料を冷

却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止

するために必要な重大事故等対処設備を

設置及び保管する。注①-2,抑①-2,臨①-

3 

 

 また，燃料貯蔵プール等からの大量の

水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵

プール等の水位が異常に低下した場合に

おいて燃料貯蔵プール等内の使用済燃料

の著しい損傷の進行を緩和し，放射性物

質又は放射線の大気中への著しい放出に

よる影響を緩和し，及び臨界を防止する

ために必要な重大事故等対処設備を設置

及び保管する。ス①-2,臨①-4 

 

 燃料貯蔵プール等の冷却等のための設

等対処設備として，臨界防止設備を設け

る設計とする。◇1  

 

 第２項について 

 燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏

えいその他の要因により燃料貯蔵プール

等の水位が異常に低下した場合において

燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の著し

い損傷の進行を緩和し，放射性物質又は

放射線の大気中への著しい放出による影

響を緩和し，及び臨界を防止するために

必要な重大事故等対処設備を設置及び保

管する設計とする。◇1  

 

 燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏

えいその他の要因により燃料貯蔵プール

等の水位が異常に低下した場合において

燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の著し

い損傷の進行を緩和し，及び放射性物質

又は放射線の大気中への著しい放出によ

る影響を緩和するために必要な重大事故

等対処設備として，スプレイ設備を設け

る設計とする。燃料貯蔵プール等内の使

用済燃料の臨界を防止するために必要な

重大事故等対処設備として，臨界防止設

備を設ける設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ス①-1(P12 へ) 

臨①-2(P21 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注①-2(P5 へ) 

抑①-2(P18 へ) 

臨①-3(P20 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ス①-2(P12 へ) 

臨①-4(P21 へ) 
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 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の設計に係る共通的な設計方針について

は，第1章 共通項目の「1. 核燃料物質

の臨界防止」，「2. 地盤」，「3. 自

然現象等」，「4. 閉じ込めの機能」，

「5. 火災等による損傷の防止」，「6. 

再処理施設内における溢水による損傷の

防止」，「7. 再処理施設内における化

学薬品の漏えいによる損傷の防止」，

「8. 遮蔽」及び「9. 設備に対する要

求」に基づくものとする。 

 

備は，代替注水設備，スプレイ設備，漏

えい抑制設備，臨界防止設備及び監視設

備で構成する。注①-3,ス①-3,抑①-3,臨

①-5,監①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１項及び第２項について 

 燃料貯蔵プール等の水位，水温及び燃

料貯蔵プール等上部の空間線量率につい

て，重大事故等により変動する可能性の

ある範囲にわたり測定するために必要な

重大事故等対処設備を設置及び保管する

設計とする。監①-2 

 

 また，燃料貯蔵プール等の状態を監視

するために必要な重大事故等対処設備を

設置及び保管する設計とする。監①-3 

 

 燃料貯蔵プール等の水位，水温及び燃

料貯蔵プール等上部の空間線量率につい

て，重大事故等により変動する可能性の

ある範囲にわたり測定し，燃料貯蔵プー

ル等の状態を監視するために必要な重大

事故等対処設備として，監視設備を設け

る設計とする。監①-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の

共通項目である「1. 地盤等，2. 自然

現象，3. 火災，4. 溢水等，5. 設備

に対する要求（5.5 安全弁等，5.6 逆

止め弁，5.7 内燃機関を除く。），6. 

その他」の基本設計方針については，原

子炉冷却系統施設の基本設計方針「第１

章 共通項目」に基づく設計とする。 

 

 

注①-3(P5 へ) 

ス①-3(P5 へ) 

抑①-3(P5 へ) 

臨①-5(P5 へ) 

監①-1(P5 へ) 

 

 

 

 

監①-2(P25 へ) 

 

 

 

監①-3(P25 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

監①-4(P25 へ) 

 

 

  

【許可からの変更点】 
使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の設計に係る共通的な設

計方針が記載される項を記載。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通項目に基づいた設計方針とする

ことは同様だが、基づく設計方針が

異なるため。 
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 再処理施設には、使用済燃料

貯蔵槽の冷却機能又は注水機能

が喪失し、又は使用済燃料貯蔵

槽からの水の漏えいその他の要

因により当該使用済燃料貯蔵槽

の水位が低下した場合において

使用済燃料貯蔵槽内の使用済燃

料を冷却し、放射線を遮蔽し、

及び臨界を防止するために必要

な設備が設けられていなければ

ならない。 

注① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 使用済燃料の受入れ施設 

1.1.1 使用済燃料受入れ設備 

1.1.1.1 使用済燃料輸送容器受入れ・保

管設備 

1.1.1.2 燃料取出し準備設備 

1.1.1.3 燃料取出し設備 
1.1.1.4 使用済燃料輸送容器返却準備設

備 

1.1.1.5 使用済燃料輸送容器保守設備 

1.2 使用済燃料の貯蔵施設 

 使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料

貯蔵設備１系列（一部２系列）で構成す

る。 

1.2.1 使用済燃料貯蔵設備 

 使用済燃料貯蔵設備は，燃料移送設

備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設備，プ

ール水浄化・冷却設備，補給水設備，代

替注水設備，スプレイ設備，漏えい抑制

設備，臨界防止設備及び監視設備で構成

する。注①-3，ス①-3，抑①-3，臨①-

5，監①-1 

1.2.1.1 燃料移送設備 

1.2.1.2 燃料貯蔵設備 

1.2.1.3 燃料送出し設備 

1.2.1.4 プール水浄化・冷却設備 

1.2.1.5 補給水設備 

 

1.2.1.6 代替注水設備 

 

プール水冷却系若しくはその他再処理

設備の附属施設の冷却水設備の安全冷却

水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設用）の冷却機能が喪失し，又は補給

水設備の注水機能が喪失し，燃料取出し

設備の燃料仮置きピット，燃料貯蔵設備

の燃料貯蔵プール及び燃料送出し設備の

燃料送出しピット（以下「燃料貯蔵プー

ル等」という。）の水位が低下した場

合，又は燃料貯蔵プール等からの小規模

な水の漏えいその他の要因により燃料貯

蔵プール等の水位が低下した場合におい

て，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料を

冷却し，及び放射線を遮蔽するために必

要な重大事故等対処設備として代替注水

設備を設ける設計とする。注①-1,2,4 

 

 

 

 

 

 

ハ．使用済燃料の受入施設及び貯蔵施設

の構造及び設備 

(１) 構 造 

(ⅱ) 重大事故等対処設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ａ) 代替注水設備 

 

プール水冷却系若しくはその他再処理

設備の附属施設の冷却水設備の安全冷却

水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設用）の冷却機能が喪失し，又は補給

水設備の注水機能が喪失し，燃料貯蔵プ

ール等の水位が低下した場合，又は燃料

貯蔵プール等からの小規模な水の漏えい

その他の要因により燃料貯蔵プール等の

水位が低下した場合において，燃料貯蔵

プール等内の使用済燃料を冷却し，及び

放射線を遮蔽するために必要な重大事故

等対処設備を設置及び保管する。注①-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

 

 

3.2 重大事故等対処設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 代替注水設備 

3.2.1.1 概  要 

燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水

機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール等か

らの小規模な水の漏えいその他の要因に

より燃料貯蔵プール等の水位が低下した

場合において，燃料貯蔵プール等内の使

用済燃料を冷却し，及び放射線を遮蔽す

るために必要な重大事故等対処設備を設

置及び保管する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 個別項目 

 

 

 

1. 燃料取扱設備 

2. 燃料貯蔵設備 

3. 計測装置等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 燃料プール冷却浄化系 

 

 

4.2 代替燃料プール注水系 

 

使用済燃料プールの冷却機能又は注水

機能が喪失し，又は使用済燃料プールか

らの水の漏えいその他の要因により当該

使用済燃料プールの水位が低下した場合

において使用済燃料プール内の燃料体等

を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を

防止するために必要な重大事故等対処設

備として代替燃料プール注水系を設ける

設計とする。 

（使用済燃料プールからの大量の水の漏
えいに対処するための重大事故等対処設
備及び静的サイフォンブレーカに係る設
計方針の記載であるため省略） 
 

4.2.1 使用済燃料プール注水 

残留熱除去系（使用済燃料プール水の

冷却及び補給）及び燃料プール冷却浄化

系の有する使用済燃料プールの冷却機能

喪失又は残留熱除去系ポンプによる使用

済燃料プールへの補給機能が喪失し，又

は使用済燃料プールに接続する配管の破

断等による使用済燃料プール水の小規模

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注①-3(P4 から) 

ス①-3(P4 から) 

抑①-3(P4 から) 

臨①-5(P4 から) 

監①-1(P4 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注①-1(P2 から) 

注①-2(P3 から) 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

臨界を防止する方針

は同様であるが，当

社の臨界防止に係る

設 計 方 針 は 別 項 目

「1.2.1.9 臨界防止

設備」にて記載する

ため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設において使用する重

大事故等対処設備の構成を記

載しているため。 

【許可からの変更点】 
基本設計方針の記載に合わせ，

記載の語尾を統一。（以下同

じ） 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

冷却機能及び補給機能を有する

こは同様だが、設備名称が異な

るため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

冷却機能及び補給機能

を有するこは同様だ

が、設備名称が異なる

ため。 

【許可からの変更点】 
「燃料貯蔵プール等」の対象の

明確化。（以下同じ） 

2140



基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十二条（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）（6 / 29） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替注水設備は，可搬型中型移送ポン

プ，可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋

内ホースで構成する。注①-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替注水設備は，可搬型中型移送ポン

プ，可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋

内ホースで構成する。注①-6 

 

水供給設備の一部である第１貯水槽

【注⑭-1】並びに補機駆動用燃料補給設

備の一部である第１軽油貯槽及び第２軽

油貯槽【注⑪-1】（以下「軽油貯槽」と

いう。）を常設重大事故等対処設備とし

て設置する。 

 

代替安全冷却水系の一部である可搬型

中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車及

び運搬車【注⑫-1】，補機駆動用燃料補

給設備の一部である軽油用タンクローリ

【注⑪-2】並びに計装設備の一部である

可搬型代替注水設備流量計【注⑧-1】を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水

機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール等か

らの小規模な水の漏えいその他の要因に

より燃料貯蔵プール等の水位が低下した

場合は，可搬型中型移送ポンプ，可搬型

建屋外ホース及び可搬型建屋内ホースを

接続し，第１貯水槽から燃料貯蔵プール

等へ水を供給するための経路を構築する

ことで，燃料貯蔵プール等へ注水しプー

ル水位を維持する。注①-5 

 

3.2.1.2 系統構成及び主要設備 

燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水

機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール等か

らの小規模な水の漏えいその他の要因に

より燃料貯蔵プール等の水位が低下した

場合において燃料貯蔵プール等内の使用

済燃料を冷却し，及び放射線を遮蔽する

ため，代替注水設備を設ける。◇1  

 

 (１) 系統構成 

燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水

機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール等か

らの小規模な水の漏えいその他の要因に

より燃料貯蔵プール等の水位が低下した

場合の重大事故等対処設備として，代替

注水設備を使用する。◇1  

 

代替注水設備は，可搬型中型移送ポン

プ，可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋

内ホースで構成する。◇1  

 

水供給設備の一部である第１貯水槽及

び補機駆動用燃料補給設備の一部である

軽油貯槽を常設重大事故等対処設備とし

て設置する。◇1  

 

 

代替安全冷却水系の一部である可搬型

中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車及

び運搬車，補機駆動用燃料補給設備の一

部である軽油用タンクローリ並びに計装

設備の一部である可搬型代替注水設備流

量計を可搬型重大事故等対処設備として

配備する。◇1  

な漏えいにより使用済燃料プールの水位

が低下した場合に，使用済燃料プール内

の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，

及び臨界を防止するための重大事故等対

処設備のうち使用済燃料プールへの注水

設備として，注水ライン，常設スプレイ

ヘッダ及び可搬型スプレイノズルを使用

した代替燃料プール注水系を設ける設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注①-5(P8 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注⑭-1(P8 へ) 

 

注⑪-1(P8 へ) 

 

 

 

 

 

注⑫-1(P8 へ) 

 

注⑪-2(P8 へ) 

注⑧-1(P8 へ) 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

許可の記載を踏襲し，使用済

燃料貯蔵槽の冷却等のための

設備を設ける設計とすること

を記載しているため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

臨界を防止する方針は

同様であるが，当社の

臨界防止に係る設計方

針は別項目「1.2.1.9 

臨界防止設備」にて記

載するため。 
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また，設計基準対象の施設と兼用する

燃料取出し設備の燃料取出しピット及び

燃料仮置きピット，燃料移送設備の燃料

移送水路，燃料貯蔵設備の燃料貯蔵プー

ル及びチャンネルボックス・バーナブル

ポイズン取扱ピット並びに燃料送出し設

備の燃料送出しピットを常設重大事故等

対処設備として位置付け，燃料貯蔵プー

ル等の冷却機能又は注水機能が喪失し，

又は燃料貯蔵プール等からの小規模な水

の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プ

ール等の水位が低下した場合において，

燃料貯蔵プール等へ注水し水位を維持す

ることにより，使用済燃料を冷却し，及

び放射線を遮蔽できる設計とする。注①-

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水

機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール等か

らの小規模な水の漏えいその他の要因に

より燃料貯蔵プール等の水位が低下した

場合の重大事故等対処設備として，代替

注水設備の他，代替安全冷却水系の可搬

型中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車

及び運搬車，水供給設備の第１貯水槽，

補機駆動用燃料供給設備の第１軽油貯

槽，第２軽油貯槽及び軽油用タンクロー

リ並びに計測制御設備の可搬型代替注水

設備流量計を使用する設計とする。な

お，計測制御設備の詳細については，第 2

章 個別項目の「4.1 計測制御設備」

に，補機駆動用燃料補給設備の詳細につ

いては，第 2 章 個別項目の「7.1.1 電

気設備」の「7.1.1.11 補機駆動用燃料

補給設備」に，代替安全冷却水系の詳細

可搬型重大事故等対処設備として配備す

る。 

 

代替注水設備は，燃料貯蔵プール等の

冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃

料貯蔵プール等からの小規模な水の漏え

いその他の要因により燃料貯蔵プール等

の水位が低下した場合において，燃料貯

蔵プール等へ注水し水位を維持すること

により，使用済燃料を冷却し，及び放射

線を遮蔽できる設計とする。注①-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の詳細については，

「リ．(２)(ⅰ)(ｂ)(ロ)２）代替安全冷

却水系」に【注⑫-2】，水供給設備の詳

細については，「リ．(２)(ⅰ)(ｂ)(ロ)

１）水供給設備」に【注⑭-2】，補機駆

動用燃料補給設備の詳細については，

「リ．(４)(ⅶ)補機駆動用燃料補給設

備」に【注⑪-3】，計装設備の詳細につ

いては，「ヘ．(３)(ⅱ)(ａ)計装設備」

【注⑧-2】に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の詳細については，

「9.5.2.1 代替安全冷却水系」に，水供

給設備の詳細については，「9.4.2.1 水

供給設備」に，補機駆動用燃料補給設備

の詳細については，「9.14 補機駆動用

燃料補給設備」に，計装設備の詳細につ

いては，「6.2.1 計装設備」に示す。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.1 代替燃料プール注水系（注水ラ

イン）を使用した使用済燃料プール注水 

(1)常設低圧代替注水系ポンプによる代替

燃料プール注水系（注水ライン） 

（常設注水ラインによるプール注水は東
海第二特有の記載であるため省略） 

(2)可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型

代替注水大型ポンプによる代替燃料プー

ル注水系（注水ライン） 

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型

代替注水大型ポンプによる代替燃料プー

ル注水系（注水ライン）は，可搬型代替

注水中型ポンプ（直列2台）により西側淡

水貯水設備の水を，可搬型代替注水大型

ポンプにより代替淡水貯槽の水を代替燃

料プール注水系配管等を経由して使用済

燃料プールへ注水することにより，使用

済燃料プールの水位を維持できる設計と

する。 

（臨界防止に係る設計方針並びに可搬型
代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水
大型ポンプの給電設計，駆動方式及び注
水流量に係る設計方針のため省略） 
 

4.2.1.2 代替燃料プール注水系（常設ス

プレイヘッダ）を使用した使用済燃料プ

ール注水 

（常設スプレイヘッダによるプール注水
は東海第二特有の記載であるため省略） 

 

4.2.1.3 代替燃料プール注水系（可搬型

スプレイノズル）を使用した使用済燃料

プール注水 

（可搬型スプレイヘッダによるプール注
水は東海第二特有の記載であるため省
略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注⑫-2(P8 へ) 

 

注⑭-2(P8 へ) 

 

 

注⑪-3(P8 へ) 

 

注⑧-2(P8 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 
設工認の章構成に合わせて引用

先を適正化。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 
代替注水により水位維持が必要

な，燃料取出し設備の燃料取出

しピット及び燃料仮置きピッ

ト，燃料移送設備の燃料移送水

路，燃料貯蔵設備の燃料貯蔵プ

ール及びチャンネルボックス・

バーナブルポイズン取扱ピット

並びに燃料送出し設備の燃料送

出しピットを常設重大事故等対

処設備として整理。 

【許可からの変更点】 
重大事故等対処設備による対処

を行う事象について明確化。

（以下同じ） 
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については，第 2 章 個別項目の「7.2.2 

冷却水設備」の「7.2.2.3 代替安全冷却

水系」に，水供給設備の詳細について

は，第 2 章 個別項目の「7.3 その他主

要な事項」の「7.3.8 水供給設備」に示

す。注⑧-1,2，注⑪-1,2,3，注⑫-1,2，

注⑭-1,2 

 

代替注水設備は，燃料貯蔵プール等の

冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃

料貯蔵プール等からの小規模な水の漏え

いその他の要因により燃料貯蔵プール等

の水位が低下した場合において，可搬型

中型移送ポンプ，可搬型建屋外ホース及

び可搬型建屋内ホースを接続し，水供給

設備の第１貯水槽から燃料貯蔵プール等

へ水を供給するための経路を構築するこ

とで，燃料貯蔵プール等へ注水しプール

水位を維持できる設計とする。注①-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等における条件に対して代替

注水設備の常設重大事故等対処設備は，

想定される重大事故等が発生した場合に

おける温度，圧力，湿度，放射線及び荷

重に対する健全性を確保する設計とす

る。 

 

代替注水設備の可搬型中型移送ポンプ

は，共通要因によって補給水設備と同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，電気駆動である補給水設備のポンプ

とは異なる駆動方式である空冷式のディ

ーゼルエンジンにより駆動し，必要な燃

料は，補機駆動用燃料補給設備から補給

が可能な設計とすることで，補給水設備

に対して多様性を有する設計とする。注

②-1 

 

代替注水設備の可搬型重大事故等対処

設備は，共通要因によって補給水設備と

同時にその機能が損なわれるおそれがな

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替注水設備は，補給水設備と共通要

因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，電気駆動である補給

水設備のポンプとは異なる駆動方式であ

る空冷式のディーゼルエンジンにより駆

動し，必要な燃料は，補機駆動用燃料補

給設備から補給が可能な設計とすること

で，補給水設備に対して多様性を有する

設計とする。注②-1 

 

 

代替注水設備は，補給水設備と共通要

因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないように，故障時バックアッ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 主要設備 

代替注水設備は，燃料貯蔵プール等の冷

却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料

貯蔵プール等からの小規模な水の漏えい

その他の要因により燃料貯蔵プール等の

水位が低下した場合において，燃料貯蔵

プール等へ注水し水位を維持することに

より，使用済燃料を冷却し，及び放射線

を遮蔽できる設計とする。◇1  

 

3.2.1.3 設計方針 

 (１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18 (１)

ａ．多様性，位置的分散」に示す。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

代替注水設備は，補給水設備と共通要

因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，電気駆動である補給

水設備のポンプとは異なる駆動方式であ

る空冷式のディーゼルエンジンにより駆

動し，必要な燃料は，補機駆動用燃料補

給設備から補給が可能な設計とすること

で，補給水設備に対して多様性を有する

設計とする。◇1  
 

 

代替注水設備は，補給水設備と共通要

因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないように，故障時バックアッ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.1 代替燃料プール注水系（注水ラ

イン）を使用した使用済燃料プール注水 

(2)可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型

代替注水大型ポンプによる代替燃料プー

ル注水系（注水ライン） 

（可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型
代替注水大型ポンプの駆動方式に係る設
計方針以外の設計方針であるため省略） 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型

代替注水大型ポンプは，空冷式のディー

ゼルエンジンにより駆動できる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注⑧-1，⑪-1,2，⑫-

1，⑭-1(P6 から) 

注⑧-2，⑪-3，⑫-2，

⑭-2(P7 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注①-5(P6 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

常設重大事故等対処設備の追加

に伴う，技術基準規則第 36 条の

環境条件等に係る要求事項の追

加。 

【許可からの変更点】 

可搬型重大事故等対処設備に係

る要求事項であることの明確

化。（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則第 36 条のうち環

境条件等に係る設計上考慮す

べき事項を記載しているた

め。 

【許可からの変更点】 

補給水設備に対して多様性を

有する設計とする設備である

「可搬型中型移送ポンプ」を

具体化。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化。

（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則第 36 条のうち多

様性、位置的分散に係る設計

上考慮すべき事項を記載して

いるため。 

【許可からの変更点】 
基本設計方針を受ける設備の明

確化。 

【許可からの変更点】 
設備区分の明確化。 

【許可からの変更点】 
前後の文章を踏まえた

記載の適正化。 
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いように，故障時バックアップを含めて

必要な数量を補給水設備が設置される建

屋から 100ｍ以上の離隔距離を確保した複

数の外部保管エリアに分散して保管する

ことで位置的分散を図る設計とする。注

②-2 

 

 

 

 

代替注水設備の常設重大事故等対処設

備は，安全機能を有する施設として使用

する場合と同様に重大事故等対処設備と

して使用することにより，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

 

代替注水設備の可搬型重大事故等対処

設備は，他の設備から独立して単独で使

用可能なことにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。注③-1 

 

代替注水設備の可搬型中型移送ポンプ

は，回転体が飛散することを防ぐことで

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。注③-2 

 

屋外に保管する代替注水設備の可搬型

中型移送ポンプは，竜巻により飛来物と

ならないよう必要に応じて固縛等の措置

をとることで他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。注③-3 

 

 

 

 

代替注水設備の可搬型中型移送ポンプ

は，燃料貯蔵プール等へ注水するために

必要な注水流量を有する設計とするとと

もに，保有数は，必要数並びに予備とし

て故障時及び点検保守による待機除外時

のバックアップを含め十分な台数を確保

する設計とする。注④-1 

 

代替注水設備の可搬型重大事故等対処

設備は，プール水冷却系及び安全冷却水

系の冷却機能並びに補給水設備の注水機

能の喪失を想定し，その範囲が系統で機

能喪失する燃料貯蔵プール等の冷却等の

機能喪失に対処することから，当該系統

の範囲ごとに重大事故等への対処に必要

な設備を１セット確保する設計とする。

注④-2 

 

 

 

プを含めて必要な数量を補給水設備が設

置される建屋から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した複数の外部保管エリアに分散し

て保管することで位置的分散を図る。注

②-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替注水設備は，他の設備から独立し

て単独で使用可能なことにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。注

③-1 

 

 

 

 

 

 

屋外に保管する代替注水設備の可搬型

中型移送ポンプは，竜巻により飛来物と

ならないよう必要に応じて固縛等の措置

をとることで他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。注③-3 

 

 

 

 

代替注水設備の可搬型中型移送ポンプ

は，燃料貯蔵プール等へ注水するために

必要な注水流量を有する設計とするとと

もに，保有数は，必要数として１台，

【□1 】予備として故障時及び保守点検に

よる待機除外時のバックアップを２台の

合計３台【□1 】以上を確保する。注④-1 
 

代替注水設備は，プール水冷却系及び

安全冷却水系の冷却機能並びに補給水設

備の注水機能の喪失を想定し，その範囲

が系統で機能喪失する燃料貯蔵プール等

の冷却等の機能喪失に対処することか

ら，当該系統の範囲ごとに重大事故等へ

の対処に必要な設備を１セット確保す

る。注④-2 

 

 

 

 

プを含めて必要な数量を補給水設備が設

置される建屋から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した複数の外部保管エリアに分散し

て保管することで位置的分散を図る。◇1  

 

 

 

 (２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18 (１)

ｂ．悪影響防止」に示す。◇1  
 

 

 

 

 

 

代替注水設備は，他の設備から独立し

て単独で使用可能なことにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。◇1  
 

 

代替注水設備の可搬型中型移送ポンプ

は，回転体が飛散することを防ぐことで

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。注③-2 

 

屋外に保管する代替注水設備の可搬型

中型移送ポンプは，竜巻により飛来物と

ならないよう必要に応じて固縛等の措置

をとることで他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。◇1  

 

 (３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18 (２)個

数及び容量」に示す。◇1  
代替注水設備の可搬型中型移送ポンプ

は，燃料貯蔵プール等へ注水するために

必要な注水流量を有する設計とするとと

もに，保有数は，必要数として１台，予

備として故障時及び保守点検による待機

除外時のバックアップを２台の合計３台

以上を確保する。◇1  

 

代替注水設備は，プール水冷却系及び

安全冷却水系の冷却機能並びに補給水設

備の注水機能の喪失を想定し，その範囲

が系統で機能喪失する燃料貯蔵プール等

の冷却等の機能喪失に対処することか

ら，当該系統の範囲ごとに重大事故等へ

の対処に必要な設備を１セット確保す

る。◇1  

 

 

 (４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18 (３)環

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.1 代替燃料プール注水系（注水ラ

イン）を使用した使用済燃料プール注水 

(2)可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型

代替注水大型ポンプによる代替燃料プー

ル注水系（注水ライン） 

（可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型
代替注水大型ポンプの注水流量に係る設
計方針以外の設計方針であるため省略） 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型

代替注水大型ポンプは，想定される重大

事故等時において，使用済燃料プール内

の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，

及び臨界を防止するために必要な注水流

量を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則第 36 条のうち悪

影響防止に係る設計上考慮すべ

き事項を記載しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則第 36 条のうち個

数及び容量に係る設計上考慮す

べき事項を記載しているため。 

【許可からの変更点】 
仕様表対象設備の仕様は仕様表

で示すため、基本設計方針では

「十分な台数」又は「十分な基

数」と記載。（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「固縛等」とは設備を固定する

手段の総称として示した記載で

あることから許可の記載を用い

た。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合わせ、記載

の語尾を統一。（以下同じ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

臨界を防止する方針は

同様であるが，当社の

臨界防止に係る設計方

針は別項目「1.2.1.9 

臨界防止設備」にて記

載するため。 

【許可からの変更点】 
基本設計方針の記載に合わせ、

「点検保守」に統一。 

【許可からの変更点】 

常設重大事故等対処設備の追加に

伴う，技術基準規則第 36 条の悪影

響防止に係る要求事項の追加。 
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代替注水設備の常設重大事故等対処設

備は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設

置し，風（台風）等により重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

 

代替注水設備は，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋内の環境温度，環境湿度，環境

圧力及び放射線を考慮しても重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。注⑤-1 

 

屋外に保管する代替注水設備の可搬型

中型移送ポンプは，風（台風）及び竜巻

に対して，風（台風）及び竜巻による風

荷重を考慮し，当該設備の転倒防止，固

縛等の措置を講じて保管する設計とす

る。注⑤-2 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替注水設備は，第1章 共通項

目の「9.2 重大事故等対処設備」の

「9.2.6 地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計」に基づく設計と

することで重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。注⑤-3 

 

代替注水設備の可搬型重大事故等対処

設備は，内部発生飛散物の影響を考慮

し，外部保管エリアの内部発生飛散物の

影響を受けない場所に保管することによ

り，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。注⑤-4 

 

 

 

 

 

 

 

代替注水設備の可搬型中型移送ポンプ

は，想定される重大事故等が発生した場

合においても操作に支障がないように，

線量率の高くなるおそれの少ない屋外で

操作可能な設計とする。注⑤-5 

 

 

 

 

代替注水設備の接続口は，速やかに，

容易かつ確実に現場での接続ができるよ

う，ホースは口径並びに内部流体の圧力

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替注水設備は，耐熱性及び耐水性を

有する材質とすることで，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿度

を考慮しても機能を損なわない設計とす

る。注⑤-1 

 

屋外に保管する代替注水設備の可搬型

中型移送ポンプは，風（台風）及び竜巻

に対して，風（台風）及び竜巻による風

荷重を考慮し，当該設備の転倒防止，固

縛等の措置を講じて保管する設計とす

る。注⑤-2 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に 用 い る 代 替 注 水 設 備 は ， 「 ロ ．

(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ)地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。注⑤-3 

 

 

代替注水設備は，内部発生飛散物の影

響を考慮し，外部保管エリアの内部発生

飛散物の影響を受けない場所に保管する

ことにより，機能を損なわない設計とす

る。注⑤-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替注水設備の可搬型中型移送ポンプ

は，想定される重大事故等が発生した場

合においても操作に支障がないように，

線量率の高くなるおそれの少ない屋外で

操作可能な設計とする。注⑤-5 

 

 

 

 

代替注水設備の接続口は，速やかに，容

易かつ確実に現場での接続ができるよ

う，ホースは口径並びに内部流体の圧力

境条件等」に示す。◇1  
 

 

 

 

 

 

 

 

代替注水設備は，耐熱性及び耐水性を

有する材質とすることで，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿度

を考慮しても機能を損なわない設計とす

る。◇1  

 

屋外に保管する代替注水設備の可搬型

中型移送ポンプは，風（台風）及び竜巻

に対して，風（台風）及び竜巻による風

荷重を考慮し，当該設備の転倒防止，固

縛等の措置を講じて保管する設計とす

る。◇1  
 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替注水設備は，「1.7.18(５)

地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とすること

でその機能を損なわない設計とする。◇1  

 

 

 

代替注水設備は，内部発生飛散物の影

響を考慮し，外部保管エリアの内部発生

飛散物の影響を受けない場所に保管する

ことにより，機能を損なわない設計とす

る。◇1  

 

屋外に保管する代替注水設備の可搬型

中型移送ポンプは，積雪及び火山の影響

に対して，積雪に対しては除雪する手順

を，火山の影響（降下火砕物による積載

荷重）に対しては除灰及び屋内へ配備す

る手順を整備する。◇3  

 

代替注水設備の可搬型中型移送ポンプ

は，想定される重大事故等が発生した場

合においても操作に支障がないように，

線量率の高くなるおそれの少ない屋外で

操作可能な設計とする。◇1  

 

 (５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18 (４)

ａ．操作性の確保」に示す。◇1  

代替注水設備の接続口は，速やかに，

容易かつ確実に現場での接続ができるよ

う，ホースは口径並びに内部流体の圧力

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則第 36 条のうち環

境条件等に係る設計上考慮す

べき事項を記載しているた

め。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則第 36 条のうち操

作性の確保に係る設計上考慮す

べき事項を記載しているため。 

【許可からの変更点】 
設工認の章構成に合わせて引用

先を適正化。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

第 36 条「重大事故等対処設

備」の基本設計方針に合わせて

追記。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

常設重大事故等対処設備の追加に

伴う，技術基準規則第 36 条の環境

条件等に係る要求事項の追加。 

【「等」の解説】 

「風（台風）等」の指す内容は，第 36 条の基本設計

方針において具体化されている風（台風），竜巻，

凍結，高温，降水，積雪及び火山の影響であり添付

書類で示すため当該箇所では許可の記載を用いた。

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

機能を損なわないための設計の

明確化。（以下同じ） 
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及び温度に応じた簡便なコネクタ接続方

式を用いる設計とする。注⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替注水設備の可搬型中型移送ポンプ

は，通常時において，重大事故等に対処

するために必要な機能を確認するため，

機能の確認，性能の確認及び外観の確認

が可能な設計とする。注⑦ 

また，当該機能を健全に維持するた

め，取替え等が可能な設計とする。 

 

及び温度に応じた簡便なコネクタ接続方

式を用いる設計とする。注⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替注水設備の可搬型中型移送ポンプ

は，再処理施設の運転中又は停止中に外

観確認，性能確認及び分解点検が可能な

設計とする。注⑦ 

 

 

 

 

及び温度に応じた簡便なコネクタ接続方

式を用いる設計とする。◇1  
 

3.2.1.4 主要設備及び仕様 

代替注水設備の主要設備の仕様を第３

－５(1)表に，代替注水設備に関連するそ

の他設備の概略仕様を第３－５(2)表～第

３－５(5)表に，代替注水設備による対応

に関する設備の系統概要図を第３－14 図

に示す。◇2  

 

 

3.2.1.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18 (４)

ｂ．試験・検査性」に示す。◇1  

代替注水設備の可搬型中型移送ポンプ

は，再処理施設の運転中又は停止中に外

観確認，性能確認及び分解点検が可能な

設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適正化

（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則第 36 条のうち試

験・検査に係る設計上考慮すべ

き事項を記載しているため。 
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２ 再処理施設には、使用済燃

料貯蔵槽からの大量の水の漏え

いその他の要因により当該使用

済燃料貯蔵槽の水位が異常に低

下した場合において使用済燃料

貯蔵槽内の使用済燃料の著しい

損傷の進行を緩和し、及び臨界

を防止するために必要な設備が

設けられていなければならな

い。 

ス① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.7 スプレイ設備 

 

 

 

 

燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏

えいその他の要因により燃料貯蔵プール

等の水位が異常に低下した場合におい

て，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の

著しい損傷の進行を緩和し，及び放射性

物質又は放射線の大気中への著しい放出

による影響を緩和するために必要な重大

事故等対処設備としてスプレイ設備を設

ける設計とする。ス①-1,2,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ｂ) スプレイ設備 

 

 

 

 

燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏

えいその他の要因により燃料貯蔵プール

等の水位が異常に低下した場合におい

て，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の

著しい損傷の進行を緩和し，及び放射性

物質又は放射線の大気中への著しい放出

による影響を緩和するために必要な重大

事故等対処設備を設置及び保管する。ス

①-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 スプレイ設備 

3.2.2.1 概  要 

 

 

 

燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏

えいその他の要因により燃料貯蔵プール

等の水位が異常に低下した場合におい

て，燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の

著しい損傷の進行を緩和し，及び放射性

物質又は放射線の大気中への著しい放出

による影響を緩和するために必要な重大

事故等対処設備を設置及び保管する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏

えいその他の要因により燃料貯蔵プール

等の水位が異常に低下した場合は，大型

移送ポンプ車，可搬型建屋外ホース，可

搬型建屋内ホース及び可搬型スプレイヘ

ッダを接続し，第１貯水槽から燃料貯蔵

プール等へ水をスプレイするための経路

を構築することで，燃料貯蔵プール等へ

水をスプレイする。ス①-5 

 

3.2.2.2 系統構成及び主要設備 

燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏

えいその他の要因により燃料貯蔵プール

等の水位が異常に低下した場合において

燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の著し

い損傷の進行を緩和し，及び放射性物質

又は放射線の大気中への著しい放出によ

る影響を緩和するため，スプレイ設備を

4.2 代替燃料プール注水系 

（使用済燃料プールの冷却機能又は注水
機能の喪失、又は使用済燃料プールから
の水の漏えいに対処するための重大事故
等対処設備に係る記載であるため省略） 

また，使用済燃料プールからの大量の

水の漏えいその他の要因により使用済燃

料プールの水位が異常に低下した場合に

おいて，使用済燃料プール内の燃料体等

の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界

を防止するために必要な重大事故等対処

設備として代替燃料プール注水系を設け

る設計とする。 

（静的サイフォンブレーカに係る記載で
あるため省略） 
 

4.2.2 使用済燃料プールスプレイ 

使用済燃料プールからの大量の水の漏

えい等により使用済燃料プールの水位が

異常に低下した場合に，燃料損傷を緩和

するとともに，燃料損傷時には使用済燃

料プール内の燃料体等の上部全面にスプ

レイすることによりできる限り環境への

放射性物質の放出を低減するための重大

事故等対処設備のうち使用済燃料プール

スプレイ設備として，常設スプレイヘッ

ダ及び可搬型スプレイノズルを使用した

代替燃料プール注水系を設ける設計とす

る。 

 

4.2.2.1 代替燃料プール注水系（常設ス

プレイヘッダ）を使用した使用済燃料プ

ールスプレイ 

（常設スプレイヘッダによるプールスプ
レイは東海第二特有の記載であるため省
略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ス①-1(P3 から) 

ス①-2(P3 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ス①-5(P14 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の許可整合に

伴う記載であり、当

社の許可整合の観点

では記載されないた

め。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

臨界を防止する方針

は同様であるが，当

社の臨界防止に係る

設 計 方 針 は 別 項 目

「1.2.1.9 臨界防止

設備」にて記載する

ため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

使用済燃料プールへス

プレイする基本方針は

同様だが、スプレイの

ための設備構成が異な

るため。 
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スプレイ設備は，可搬型建屋内ホース

及び可搬型スプレイヘッダで構成し，燃

料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい

その他の要因により燃料貯蔵プール等の

水位が異常に低下した場合において，燃

料仮置きピット，燃料貯蔵プール及び燃

料送出しピット内の使用済燃料へ水をス

プレイすることにより，使用済燃料の著

しい損傷の進行を緩和し，及び放射性物

質又は放射線の大気中への著しい放出に

よる影響を緩和できる設計とする。ス①-

6,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏

えいその他の要因により燃料貯蔵プール

等の水位が異常に低下した場合の重大事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スプレイ設備は，可搬型建屋内ホース

及び可搬型スプレイヘッダで構成する。

ス①-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水供給設備の一部である第１貯水槽

【ス⑭-1】及び補機駆動用燃料補給設備

の一部である軽油貯槽【ス⑪-1】を常設

重大事故等対処設備として設置する。 

 

代替安全冷却水系の一部であるホース

展張車及び運搬車【ス⑫-1】，注水設備

の一部である大型移送ポンプ車及び可搬

型建屋外ホース【ス⑬-1】，補機駆動用

燃料補給設備の一部である軽油用タンク

ローリ【ス⑪-2】及び計装設備の一部で

ある可搬型スプレイ設備流量計【ス⑧-

1】を可搬型重大事故等対処設備として配

備する。 

 

スプレイ設備は，燃料貯蔵プール等か

らの大量の水の漏えいその他の要因によ

り燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下

した場合において，燃料貯蔵プール等へ

水をスプレイすることにより，燃料貯蔵

プール等内の使用済燃料の著しい損傷の

進行を緩和し，及び放射性物質又は放射

線の大気中への著しい放出による影響を

緩和できる設計とする。ス①-7 

 

代替安全冷却水系の詳細については，

「リ．(２)(ⅰ)(ｂ)(ロ)２）代替安全冷

却水系」に【ス⑫-2】，注水設備の詳細

設ける。◇1  

 

 (１) 系統構成 

燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏

えい発生時に使用する設備は，燃料貯蔵

プール等からの大量の水の漏えいその他

の要因により燃料貯蔵プール等の水位が

異常に低下した場合の重大事故等対処設

備として，スプレイ設備を使用する。◇1  
 

スプレイ設備は，可搬型建屋内ホース

及び可搬型スプレイヘッダで構成する。

◇1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水供給設備の一部である第１貯水槽及

び補機駆動用燃料補給設備の一部である

軽油貯槽を常設重大事故等対処設備とし

て設置する。◇1  

 

代替安全冷却水系の一部であるホース

展張車及び運搬車，注水設備の一部であ

る大型移送ポンプ車及び可搬型建屋外ホ

ース，補機駆動用燃料補給設備の一部で

ある軽油用タンクローリ及び計装設備の

一部である可搬型スプレイ設備流量計を

可搬型重大事故等対処設備として配備す

る。◇1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の詳細については，

「9.5.2.1 代替安全冷却水系」に，注水

設備の詳細については，「9.15.2 注水

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.2 代替燃料プール注水系（可搬型

スプレイノズル）を使用した使用済燃料

プールスプレイ 

可搬型代替注水大型ポンプによる代替

燃料プール注水系（可搬型スプレイノズ

ル）は，可搬型代替注水大型ポンプによ

り，代替淡水貯槽の水をホース等を経由

して可搬型スプレイノズルから使用済燃

料プール内の燃料体等に直接スプレイす

ることにより，燃料損傷を緩和するとと

もに，環境への放射性物質の放出をでき

る限り低減できるよう使用済燃料プール

の全面に向けてスプレイし，使用済燃料

プール内に貯蔵している燃料体等からの

崩壊熱による蒸散量を上回る量をスプレ

イできる設計とする。 

（臨界防止に係る設計方針及び可搬型代
替注水大型ポンプの駆動方式に係る設計
方針のため省略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ス⑭-1(P14 へ) 

ス⑪-1(P14 へ) 

 

 

 

ス⑫-1(P14 へ) 

 

ス⑬-1(P14 へ) 

 

ス⑪-2(P14 へ) 

ス⑧-1(P14 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ス⑫-2(P14 へ) 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の許可整合に

伴う記載であり、当

社の許可整合の観点

では記載されないた

め。 

【許可からの変更点】 

スプレイ設備によりスプレイす

る対象が，使用済燃料を仮置き

又は貯蔵するための燃料仮置き

ピット，燃料貯蔵プール及び燃

料送出しピット内の使用済燃料

であることを明確化。（以下同

じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

許可の記載を踏襲し，使用済

燃料貯蔵槽の冷却等のための

設備を設けることを記載して

いるため。 
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故等対処設備として，スプレイ設備の

他，代替安全冷却水系のホース展張車及

び運搬車，注水設備の大型移送ポンプ車

及び可搬型建屋外ホース，水供給設備の

第１貯水槽，補機駆動用燃料補給設備の

第１軽油貯槽，第２軽油貯槽及び軽油用

タンクローリ並びに計測制御設備の可搬

型スプレイ設備流量計を使用する設計と

する。なお，計測制御設備の詳細につい

ては，第 2 章 個別項目の「4.1 計測制

御設備」に，補機駆動用燃料補給設備の

詳細については，第 2 章 個別項目の

「7.1.1 電気設備」の「7.1.1.11 補機

駆動用燃料補給設備」に，代替安全冷却

水系の一部であるホース展張車及び運搬

車，代替安全冷却水系の詳細について

は，第 2 章 個別項目の「7.2.2 冷却水

設備」の「7.2.2.3 代替安全冷却水系」

に，注水設備の詳細については，第 2 章 

個別項目の「7.3.7 放出抑制設備」の

「7.3.7.2 注水設備」に，水供給設備の

詳細については，第 2 章 個別項目の

「7.3 その他主要な事項」の「7.3.8 

水供給設備」に示す。ス⑧-1,2，ス⑪-

1,2,3，ス⑫-1,2，ス⑬-1,2，ス⑭-1,2 

 

スプレイ設備は，燃料貯蔵プール等か

らの大量の水の漏えいその他の要因によ

り燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下

した場合において，注水設備の大型移送

ポンプ車，注水設備の可搬型建屋外ホー

ス，可搬型建屋内ホース及び可搬型スプ

レイヘッダを接続し，水供給設備の第１

貯水槽から燃料貯蔵プール等へ水をスプ

レイするための経路を構築することで，

燃料仮置きピット，燃料貯蔵プール及び

燃料送出しピット内の使用済燃料へ水を

スプレイできる設計とする。ス①-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スプレイ設備は，共通要因によって補

給水設備と同時にその機能が損なわれる

については，「リ．(４)(ⅷ)(ｂ)注水設

備」に【ス⑬-2】，水供給設備の詳細に

ついては，「リ．(２)(ⅰ)(ｂ)(ロ)１）

水供給設備」に【ス⑭-2】，補機駆動用

燃料補給設備の詳細については，「リ．

(４)(ⅶ)補機駆動用燃料補給設備」に

【ス⑪-3】，計装設備の詳細について

は，「ヘ．(３)(ⅱ)(ａ)計装設備」に

【ス⑧-2】示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スプレイ設備は，補給水設備と共通要

因によって同時にその機能が損なわれる

設備」に，水供給設備の詳細について

は，「9.4.2.1 水供給設備」に，補機駆

動用燃料補給設備の詳細については，

「9.14 補機駆動用燃料補給設備」に，

計装設備の詳細については，「6.2.1 計

装設備」に示す。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 主要設備 

スプレイ設備は，燃料貯蔵プール等か

らの大量の水の漏えいその他の要因によ

り燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下

した場合において，燃料貯蔵プール等へ

水をスプレイすることにより，燃料貯蔵

プール等内の使用済燃料の著しい損傷の

進行を緩和し，及び放射性物質又は放射

線の大気中への著しい放出による影響を

緩和できる設計とする。◇1  

 

3.2.2.3 設計方針 

 (１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18 (１)

ａ．多様性，位置的分散」に示す。◇1  
スプレイ設備は，補給水設備と共通要

因によって同時にその機能が損なわれる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ス⑧-1(P13 から) 

ス⑪-1,2(P13 から) 

ス⑫-1,2(P13 から) 

ス⑬-1(P13 から) 

ス⑭-1(P13 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ス①-5(P12 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則第 36 条のうち多

様性、位置的分散に係る設計

上考慮すべき事項を記載して

いるため。 

【許可からの変更点】 
基本設計方針を受ける設備の明

確化。 【許可からの変更点】 
設備区分の明確化。 

【許可からの変更点】 
前後の文章を踏まえた

記載の適正化。 
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おそれがないように，故障時バックアッ

プを含めて必要な数量を補給水設備が設

置される建屋から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した複数の外部保管エリアに分散し

て保管することで位置的分散を図る設計

とする。ス② 

 

 

 

 

スプレイ設備は，他の設備から独立し

て単独で使用可能なことにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。ス

③-1 

 

屋外に保管するスプレイ設備の可搬型

スプレイヘッダは，竜巻により飛来物と

ならないよう必要に応じて固縛等の措置

をとることで他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。ス③-2 

 

 

 

 

スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダ

は，燃料仮置きピット，燃料貯蔵プール

及び燃料送出しピット内の使用済燃料へ

水をスプレイするために，注水設備の大

型移送ポンプ車からの送水により必要な

スプレイ流量を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数及び予備として故

障時のバックアップを含め十分な基数を

確保する設計とする。ス④-1 

 

スプレイ設備は，プール水冷却系及び

安全冷却水系の冷却機能並びに補給水設

備の注水機能の喪失を想定し，その範囲

が系統で機能喪失する燃料貯蔵プール等

の冷却等の機能喪失に対処することか

ら，当該系統の範囲ごとに重大事故等へ

の対処に必要な設備を１セット確保する

設計とする。ス④-2 

 

 

 

 

スプレイ設備は，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋内の環境温度，環境湿度，環境

圧力及び放射線を考慮しても重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。ス⑤-1 

 

スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダ

は，汽水の影響を考慮して耐腐食性材料

を使用する設計とする。ス⑤-2 

おそれがないように，故障時バックアッ

プを含めて必要な数量を補給水設備が設

置される建屋から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した複数の外部保管エリアに分散し

て保管することで位置的分散を図る。ス

② 

 

 

 

 

スプレイ設備は，他の設備から独立し

て単独で使用可能なことにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。ス

③-1 

 

屋外に保管するスプレイ設備の可搬型

スプレイヘッダは，竜巻により飛来物と

ならないよう必要に応じて固縛等の措置

をとることで他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。ス③-2 

 

 

 

 

スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダ

は，燃料貯蔵プール等へ水をスプレイす

るために，注水設備の大型移送ポンプ車

からの送水により必要なスプレイ流量を

有する設計とするとともに，保有数は，

必要数として 12 基，【□1 】予備として故

障時のバックアップを 12 基の合計 24 基

【□1 】以上を確保する。ス④-1 
 

 

スプレイ設備は，プール水冷却系及び

安全冷却水系の冷却機能並びに補給水設

備の注水機能の喪失を想定し，その範囲

が系統で機能喪失する燃料貯蔵プール等

の冷却等の機能喪失に対処することか

ら，当該系統の範囲ごとに重大事故等へ

の対処に必要な設備を１セット確保す

る。ス④-2 

 

 

 

 

スプレイ設備は，耐熱性及び耐水性を

有する材質とすることで，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿度

を考慮しても機能を損なわない設計とす

る。ス⑤-1 

 

スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダ

は，汽水の影響に対してアルミニウム合

金を使用する設計とする。ス⑤-2 

おそれがないように，故障時バックアッ

プを含めて必要な数量を補給水設備が設

置される建屋から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した複数の外部保管エリアに分散し

て保管することで位置的分散を図る。◇1  
 

 

 (２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18 (１)

ｂ．悪影響防止」に示す。◇1  

スプレイ設備は，他の設備から独立し

て単独で使用可能なことにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。◇1  

 

 

屋外に保管するスプレイ設備の可搬型

スプレイヘッダは，竜巻により飛来物と

ならないよう必要に応じて固縛等の措置

をとることで他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。◇1  

 

 (３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18 (２)個

数及び容量」に示す。◇1  

スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダ

は，燃料貯蔵プール等へ水をスプレイす

るために，注水設備の大型移送ポンプ車

からの送水により必要なスプレイ流量を

有する設計とするとともに，保有数は，

必要数として 12 基，予備として故障時の

バックアップを12基の合計 24基以上を確

保する。◇1  

 

 

スプレイ設備は，プール水冷却系及び

安全冷却水系の冷却機能並びに補給水設

備の注水機能の喪失を想定し，その範囲

が系統で機能喪失する燃料貯蔵プール等

の冷却等の機能喪失に対処することか

ら，当該系統の範囲ごとに重大事故等へ

の対処に必要な設備を１セット確保す

る。◇1  

 

 (４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18(３)環

境条件等」に示す。◇1  

スプレイ設備は，耐熱性及び耐水性を

有する材質とすることで，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿度

を考慮しても機能を損なわない設計とす

る。◇1  

 

スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダ

は，汽水の影響に対してアルミニウム合

金を使用する設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則第 36 条のうち悪

影響防止に係る設計上考慮す

べき事項を記載しているた

め。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則第 36 条のうち個

数及び容量に係る設計上考慮

すべき事項を記載しているた

め。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則第 36 条のうち環

境条件等に係る設計上考慮す

べき事項を記載しているた

め。 

【許可からの変更点】 
仕様表対象設備の仕様は仕様表

で示すため、基本設計方針では

「汽水の影響を考慮して耐腐食

性材料を使用する設計」と記

載。 
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屋外に保管するスプレイ設備の可搬型

スプレイヘッダは，風（台風）及び竜巻

に対して，風（台風）及び竜巻による風

荷重を考慮し，収納するコンテナ等に対

して転倒防止，固縛等の措置を講じて保

管する設計とする。ス⑤-3 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いるスプレイ設備は，第1章 共通項

目の「9.2 重大事故等対処設備」の

「9.2.6 地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計」に基づく設計と

することで重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。ス⑤-4 

 

 

 

 

 

 

 

スプレイ設備は，内部発生飛散物の影

響を考慮し，外部保管エリアの内部発生

飛散物の影響を受けない場所に保管する

ことにより，重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。ス⑤-5 

 

スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダ

は，想定される重大事故等が発生した場

合においても操作に支障がないように，

当該設備の設置後は，線量率の高くなる

おそれの少ない屋外で操作可能な注水設

備の大型移送ポンプ車の操作により水の

スプレイが可能な設計とする。ス⑤-6 

 

 

 

 

スプレイ設備の接続口は，速やかに，

容易かつ確実に現場での接続ができるよ

う，ホースは口径並びに内部流体の圧力

及び温度に応じた簡便なコネクタ接続方

式を用いる設計とする。ス⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外に保管するスプレイ設備の可搬型

スプレイヘッダは，風（台風）及び竜巻

に対して，風（台風）及び竜巻による風

荷重を考慮し，収納するコンテナ等に対

して転倒防止，固縛等の措置を講じて保

管する設計とする。ス⑤-3 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に 用 い る ス プ レ イ 設 備 は ， 「 ロ ．

(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ)地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。ス⑤-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

スプレイ設備は，内部発生飛散物の影

響を考慮し，外部保管エリアの内部発生

飛散物の影響を受けない場所に保管する

ことにより，機能を損なわない設計とす

る。ス⑤-5 

 

スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダ

は，想定される重大事故等が発生した場

合においても操作に支障がないように，

当該設備の設置後は，線量率の高くなる

おそれの少ない屋外で操作可能な注水設

備の大型移送ポンプ車の操作により水の

スプレイが可能な設計とする。ス⑤-6 

 

 

 

 

スプレイ設備の接続口は，速やかに，

容易かつ確実に現場での接続ができるよ

う，ホースは口径並びに内部流体の圧力

及び温度に応じた簡便なコネクタ接続方

式を用いる設計とする。ス⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外に保管するスプレイ設備の可搬型

スプレイヘッダは，風（台風）及び竜巻

に対して，風（台風）及び竜巻による風

荷重を考慮し，収納するコンテナ等に対

して転倒防止，固縛等の措置を講じて保

管する設計とする。◇1  

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いるスプレイ設備は，「1.7.18

（５）地震を要因とする重大事故等に対

する施設の耐震設計」に基づく設計とす

ることでその機能を損なわない設計とす

る。◇1  
 

屋外に保管するスプレイ設備の可搬型

スプレイヘッダは，コンテナ等に収納し

て保管し，積雪及び火山の影響に対し

て，積雪に対しては除雪する手順を，火

山の影響（降下火砕物による積載荷重）

に対しては除灰する手順を整備する。◇3  

 

スプレイ設備は，内部発生飛散物の影

響を考慮し，外部保管エリアの内部発生

飛散物の影響を受けない場所に保管する

ことにより，機能を損なわない設計とす

る。◇1  

 

スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダ

は，想定される重大事故等が発生した場

合においても操作に支障がないように，

当該設備の設置後は，線量率の高くなる

おそれの少ない屋外で操作可能な注水設

備の大型移送ポンプ車の操作により水の

スプレイが可能な設計とする。◇1  

 

 (５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18(４)

ａ．操作性の確保」に示す。◇1  

スプレイ設備の接続口は，速やかに，

容易かつ確実に現場での接続ができるよ

う，ホースは口径並びに内部流体の圧力

及び温度に応じた簡便なコネクタ接続方

式を用いる設計とする。◇1  

 

 

3.2.2.4 主要設備及び仕様 

スプレイ設備の主要設備の仕様を第３

－６(1)表に，スプレイ設備に関連するそ

の他設備の概略仕様を第３－６(2)表～第

３－６(6)表に，スプレイ設備による対応

に関する設備の系統概要図を第３－15 図

に示す。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則第 36 条のうち操

作性の確保に係る設計上考慮す

べき事項を記載しているため。 

【「等」の解説】 
「コンテナ等」とは屋外に保管

する可搬型重大事故等対処設備

を収納する手段のうち，保管庫

以外の手段の総称として示した

記載であることから許可の記載

を用いた。 
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スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダ

は，通常時において，重大事故等に対処

するために必要な機能を確認するため，

外観点検が可能な設計とする。ス⑦ 

また，当該機能を健全に維持するた

め，取替え等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダ

は，再処理施設の運転中又は停止中に外

観点検が可能な設計とする。ス⑦ 

 

 

 

 

 

3.2.2.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18(４)

ｂ．試験・検査性」に示す。◇1  

スプレイ設備の可搬型スプレイヘッダ

は，再処理施設の運転中又は停止中に外

観点検が可能な設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

  

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則第 36 条のうち試

験・検査に係る設計上考慮すべ

き事項を記載しているため。 
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（再掲） 

 再処理施設には、使用済燃料

貯蔵槽の冷却機能又は注水機能

が喪失し、又は使用済燃料貯蔵

槽からの水の漏えいその他の要

因により当該使用済燃料貯蔵槽

の水位が低下した場合において

使用済燃料貯蔵槽内の使用済燃

料を冷却し、放射線を遮蔽し、

及び臨界を防止するために必要

な設備が設けられていなければ

ならない。 

抑① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.8 漏えい抑制設備 

 

 

燃料貯蔵プール等からの小規模な水の

漏えいその他の要因により燃料貯蔵プー

ル等の水位が低下した場合において，燃

料貯蔵プール等からの水の漏えいを抑制

するために必要な重大事故等対処設備と

して漏えい抑制設備を設ける設計とす

る。抑①-1,2,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漏えい抑制設備は，サイフォンブレー

カ並びに設計基準対象の施設と兼用する

溢水防護設備の止水板及び蓋で構成し，

燃料貯蔵プール等からの水の漏えいその

他の要因による水位の低下を抑制できる

設計とする。抑①-5,6 

 

 

 

 

漏えい抑制設備のサイフォンブレーカ

は，プール水冷却系の配管の破断による

サイフォン効果が発生した場合におい

て，サイフォン効果を停止することによ

り，燃料貯蔵プール等からの小規模な水

の漏えいを抑制できる設計とする。抑①-

7 

 

 

 

 

漏えい抑制設備の止水板及び蓋は，地

震によるスロッシングが発生した場合に

おいて，燃料貯蔵プール等からの溢水を

抑制することにより，燃料貯蔵プール等

からの小規模な水の漏えいを抑制できる

設計とする。抑①-8 

 

 

 

 

 

重大事故等における条件に対して漏え

い抑制設備は，想定される重大事故等が

(ｃ) 漏えい抑制設備 

 

 

燃料貯蔵プール等からの小規模な水の

漏えいその他の要因により燃料貯蔵プー

ル等の水位が低下した場合において，燃

料貯蔵プール等からの水の漏えいを抑制

するために必要な重大事故等対処設備を

設置する。抑①-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漏えい抑制設備は，サイフォンブレー

カで構成する。抑①-5 

また，設計基準対象の施設と兼用する

溢水防護設備の止水板及び蓋を常設重大

事故等対処設備として位置付ける。抑①-

6 

 

 

 

 

漏えい抑制設備のサイフォンブレーカ

は，プール水冷却系の配管の破断による

サイフォン効果が発生した場合におい

て，サイフォン効果を停止することによ

り，燃料貯蔵プール等からの小規模な水

の漏えいを抑制できる設計とする。抑①-

7 

 

 

 

 

漏えい抑制設備の止水板及び蓋は，地

震によるスロッシングが発生した場合に

おいて，燃料貯蔵プール等からの溢水を

抑制することにより，燃料貯蔵プール等

からの小規模な水の漏えいを抑制できる

設計とする。抑①-8 

 

 

 

 

 

重大事故等における条件に対して漏え

い抑制設備は，想定される重大事故等が

3.2.3 漏えい抑制設備 

3.2.3.1 概  要 

 

燃料貯蔵プール等からの小規模な水の

漏えいその他の要因により燃料貯蔵プー

ル等の水位が低下した場合において，燃

料貯蔵プール等からの水の漏えいを抑制

するために必要な重大事故等対処設備を

設置する。◇1  

 

3.2.3.2 系統構成及び主要設備 

燃料貯蔵プール等からの水の漏えいを

抑制するため，漏えい抑制設備を設け

る。◇1  

 (１) 系統構成 

燃料貯蔵プール等の冷却機能若しくは

注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール

等からの小規模な水の漏えいその他の要

因により燃料貯蔵プール等の水位が低下

した場合の重大事故等対処設備として，

漏えい抑制設備を使用する。◇1  

漏えい抑制設備は，サイフォンブレー

カで構成する。◇1  

また，設計基準対象の施設と兼用する

溢水防護設備の止水板及び蓋を常設重大

事故等対処設備として位置付ける。◇1  

 

 

 

 

 (２) 主要設備 

漏えい抑制設備のサイフォンブレーカ

は，プール水冷却系の配管の破断による

サイフォン効果が発生した場合におい

て，サイフォン効果を停止することによ

り，燃料貯蔵プール等からの小規模な水

の漏えいを抑制できる設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

漏えい抑制設備の止水板及び蓋は，地

震によるスロッシングが発生した場合に

おいて，燃料貯蔵プール等からの溢水を

抑制することにより，燃料貯蔵プール等

からの小規模な水の漏えいを抑制できる

設計とする。◇1  

 

3.2.3.3 設計方針 

 (１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18(１)

ａ．多様性，位置的分散」に示す。◇1  

重大事故等における条件に対して漏え

い抑制設備は，想定される重大事故等が

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 代替燃料プール注水系 

（使用済燃料プールの冷却機能又は注水
機能の喪失、又は使用済燃料プールから
の水の漏えいに対処するための重大事故
等対処設備並びに使用済燃料プールから
の大量の水の漏えいに対処するための重
大事故等対処設備に係る内容であるため
省略） 
 

使用済燃料プールに接続する配管の破

損等により，使用済燃料プール水戻り配

管からサイフォン現象による水の漏えい

が発生した場合に，原子炉建屋原子炉棟 6

階における線量率が放射線被ばくを管理

する上で定めた線量率を満足できるよ

う，漏えいの継続を防止し，燃料体等か

らの放射線の遮蔽に必要となる水位を維

持するため，戻り配管上部に静的サイフ

ォンブレーカを設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抑①-1(P2 から) 

抑①-2(P3 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

許可の記載を踏襲し，漏えい

抑制設備の構成を記載してい

るため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則第 36 条のうち環境

条件等に係る設計上考慮すべき

事項を記載しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設特有の設備である

止水板及び蓋の機能を記載し

ているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

許可の記載を踏襲し，使用済

燃料貯蔵槽の冷却等のための

設備を設けることを記載して

いるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の許可整合に伴

う記載であり、当社の

許可整合の観点では記

載されないため。 

【許可からの変更点】 
設計方針の明確化。 
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発生した場合における温度，圧力，湿

度，放射線及び荷重に対する健全性を確

保する設計とする。抑⑤-1 

 

 

 

 

 

 

 

漏えい抑制設備のサイフォンブレーカ

は，他の設備から独立して単独で使用可

能なことにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。抑③-1 

 

漏えい抑制設備の止水板及び蓋は，安

全機能を有する施設として使用する場合

と同様に重大事故等対処設備として使用

することにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。抑③-2 

 

 

 

 

漏えい抑制設備のサイフォンブレーカ

は，プール水冷却系の配管が破断した際

に発生を想定するサイフォン効果を停止

するために必要な孔径を有する設計とす

る。抑④ 

 

 

 

 

漏えい抑制設備は，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿度，

環境圧力及び放射線を考慮しても重大事

故等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。抑⑤-2 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる漏えい抑制設備は，第1章 共通

項目の「9.2 重大事故等対処設備」の

「9.2.6 地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計」に基づく設計と

することで重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。抑⑤-3 

 

漏えい抑制設備は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等に

より重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。抑⑤-4 

 

 

 

発生した場合における温度，圧力，湿

度，放射線及び荷重に対する健全性を確

保する設計とする。抑⑤-1 

 

 

 

 

 

 

 

漏えい抑制設備のサイフォンブレーカ

は，他の設備から独立して単独で使用可

能なことにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。抑③-1 

 

漏えい抑制設備の止水板及び蓋は，安

全機能を有する施設として使用する場合

と同様に重大事故等対処設備として使用

することにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。抑③-2 

 

 

 

 

漏えい抑制設備のサイフォンブレーカ

は，プール水冷却系の配管が破断した際

に発生を想定するサイフォン効果を停止

するために必要な孔径を有する設計とす

る。抑④ 

 

 

 

 

漏えい抑制設備は，耐熱性及び耐水性

を有する材質とすることで，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿

度を考慮しても機能を損なわない設計と

する。抑⑤-2 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる漏えい抑制設備は，「ロ．

(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ)地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。抑⑤-3 

 

 

漏えい抑制設備は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等に

より機能を損なわない設計とする。抑⑤-

4 

 

 

 

発生した場合における温度，圧力，湿

度，放射線及び荷重に対する健全性を確

保する設計とする。◇1  
重大事故等時の環境条件に対する健全

性については，「3.2.3.3(４)環境条件

等」に記載する。◇1  

 

 (２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18(１)

ｂ．悪影響防止」に示す。◇1  

漏えい抑制設備のサイフォンブレーカ

は，他の設備から独立して単独で使用可

能なことにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。◇1  

 

漏えい抑制設備の止水板及び蓋は，安

全機能を有する施設として使用する場合

と同様に重大事故等対処設備として使用

することにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。◇1  

 

 (３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18(２)個

数及び容量」に示す。◇1  

漏えい抑制設備のサイフォンブレーカ

は，プール水冷却系の配管が破断した際

に発生を想定するサイフォン効果を停止

するために必要な孔径を有する設計とす

る。◇1  

 

 (４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18(３)環

境条件等」に示す。◇1  

漏えい抑制設備は，耐熱性及び耐水性

を有する材質とすることで，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿

度を考慮しても機能を損なわない設計と

する。◇1  
 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる漏えい抑制設備は，「1.7.18

（５）地震を要因とする重大事故等に対

する施設の耐震設計」に基づく設計とす

ることでその機能を損なわない設計とす

る。◇1  

 

 

漏えい抑制設備は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等に

より機能を損なわない設計とする。◇1  

 

 (５) 操作性の確保 

漏えい抑制設備は，操作を要しない。

◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静的サイフォンブレーカは，耐震性も含

めて機器，弁類等の故障及び誤操作等に

よりその機能を喪失することのない設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則第 36 条のうち悪影

響防止に係る設計上考慮すべき

事項を記載しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則第 36 条のうち個数

及び容量に係る設計上考慮すべ

き事項を記載しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則第 36 条のうち環境

条件等に係る設計上考慮すべき

事項を記載しているため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

静的サイフォンブレー

カについて機能喪失し

ない設計とすることは

同一だが、当社の場

合、サイフォンブレー

カは許可において操作

を要しないとしてお

り、基本設計方針に反

映不要と整理している

ため。 
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漏えい抑制設備は，通常時において，

重大事故等に対処するために必要な機能

を確認するため，外観点検が可能な設計

とする。抑⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漏えい抑制設備は，再処理施設の運転

中又は停止中に外観点検が可能な設計と

する。抑⑦ 

 

 

 

 

3.2.3.4 主要設備及び仕様 

漏えい抑制設備の主要設備の仕様を第

３－７表に示す。◇2  

 

3.2.3.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18(４)

ｂ．試験・検査性」に示す。◇1  

 

漏えい抑制設備は，再処理施設の運転

中又は停止中に外観点検が可能な設計と

する。◇1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則第 36 条のうち試

験・検査に係る設計上考慮すべ

き事項を記載しているため。 
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（再掲） 

 再処理施設には、使用済燃料

貯蔵槽の冷却機能又は注水機能

が喪失し、又は使用済燃料貯蔵

槽からの水の漏えいその他の要

因により当該使用済燃料貯蔵槽

の水位が低下した場合において

使用済燃料貯蔵槽内の使用済燃

料を冷却し、放射線を遮蔽し、

及び臨界を防止するために必要

な設備が設けられていなければ

ならない。 

２ 再処理施設には、使用済燃

料貯蔵槽からの大量の水の漏え

いその他の要因により当該使用

済燃料貯蔵槽の水位が異常に低

下した場合において使用済燃料

貯蔵槽内の使用済燃料の著しい

損傷の進行を緩和し、及び臨界

を防止するために必要な設備が

設けられていなければならな

い。 

臨① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.9 臨界防止設備 

 

燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水

機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール等か

らの小規模な水の漏えいその他の要因に

より燃料貯蔵プール等の水位が低下した

場合において，燃料貯蔵プール等内の使

用済燃料の臨界を防止するために必要な

重大事故等対処設備として臨界防止設備

を設ける設計とする。臨①-1.3,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，燃料貯蔵プール等からの大量の

水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵

プール等の水位が異常に低下した場合に

おいて，燃料貯蔵プール等内の使用済燃

料の臨界を防止するために必要な重大事

故等対処設備として臨界防止設備を設け

る設計とする。臨①-2,4,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ｄ) 臨界防止設備 

 

燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水

機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール等か

らの小規模な水の漏えいその他の要因に

より燃料貯蔵プール等の水位が低下した

場合において，燃料貯蔵プール等内の使

用済燃料の臨界を防止するために必要な

重大事故等対処設備を設置する。臨①-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，燃料貯蔵プール等からの大量の

水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵

プール等の水位が異常に低下した場合に

おいて，燃料貯蔵プール等内の使用済燃

料の臨界を防止するために必要な重大事

故等対処設備を設置する。臨①-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 臨界防止設備 

3.2.4.1 概  要 

燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水

機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール等か

らの小規模な水の漏えいその他の要因に

より燃料貯蔵プール等の水位が低下した

場合において，燃料貯蔵プール等内の使

用済燃料の臨界を防止するために必要な

重大事故等対処設備を設置する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，燃料貯蔵プール等からの大量の

水の漏えいその他の要因により燃料貯蔵

プール等の水位が異常に低下した場合に

おいて，燃料貯蔵プール等内の使用済燃

料の臨界を防止するために必要な重大事

故等対処設備を設置する。◇1  

 

3.2.4.2 系統構成及び主要設備 

燃料貯蔵プール等内の使用済燃料の臨

界を防止するため，臨界防止設備を設け

る。◇1  
 

 (１) 系統構成 

燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水

機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール等か

4.2 代替燃料プール注水系 

 

使用済燃料プールの冷却機能又は注水

機能が喪失し，又は使用済燃料プールか

らの水の漏えいその他の要因により当該

使用済燃料プールの水位が低下した場合

において使用済燃料プール内の燃料体等

を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を

防止するために必要な重大事故等対処設

備として代替燃料プール注水系を設ける

設計とする。 

（使用済燃料プールからの大量の水の漏
えいに対処するための重大事故等対処設
備及び静的サイフォンブレーカに係る設
計方針の記載であるため省略） 
 

4.2.1 使用済燃料プール注水 

残留熱除去系（使用済燃料プール水の

冷却及び補給）及び燃料プール冷却浄化

系の有する使用済燃料プールの冷却機能

喪失又は残留熱除去系ポンプによる使用

済燃料プールへの補給機能が喪失し，又

は使用済燃料プールに接続する配管の破

断等による使用済燃料プール水の小規模

な漏えいにより使用済燃料プールの水位

が低下した場合に，使用済燃料プール内

の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，

及び臨界を防止するための重大事故等対

処設備のうち使用済燃料プールへの注水

設備として，注水ライン，常設スプレイ

ヘッダ及び可搬型スプレイノズルを使用

した代替燃料プール注水系を設ける設計

とする。 

 

4.2 代替燃料プール注水系 

（使用済燃料プールの冷却機能又は注水
機能の喪失、または使用済燃料プールか
らの水の漏えいに対処するための重大事
故等対処設備に係る記載であるため省
略） 

また，使用済燃料プールからの大量の

水の漏えいその他の要因により使用済燃

料プールの水位が異常に低下した場合に

おいて，使用済燃料プール内の燃料体等

の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界

を防止するために必要な重大事故等対処

設備として代替燃料プール注水系を設け

る設計とする。 

（静的サイフォンブレーカに係る記載で
あるため省略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨①-1(P2 から) 

臨①-3(P3 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨①-2(P3 から) 

臨①-4(P3 から) 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

使用済燃料プール内

の使用済燃料の著し

い損傷の進行を緩和

する方針は同様であ

るが、当社はこれら

をスプレイ設備によ

る設計としており、

別項目「1.2.1.7 ス

プレイ設備」にて記

載するため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

使用済燃料を冷却し、及び放射線を遮蔽す

るために使用済燃料プールへ注水する方針

は同様であるが、当社はこれらを代替注水

設 備 によ る設 計 とし てお り 、別 項目

「1.2.1.6 代替注水設備」にて記載するた

め。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

冷却機能および補給機能に係る設備構成は同

様だが、設備名称が異なるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

使 用 済 燃 料 を 冷 却

し、及び放射線を遮

蔽するために使用済

燃料プールへ注水す

る方針は同様である

が、当社はこれらを

代替注水設備による

設計としており、別

項目「1.2.1.6 代替

注水設備」にて記載

するため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

使用済燃料プール内の燃料体等の臨界を防止

する基本方針は同様だが、臨界防止のための

設備構成が異なるため。 
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臨界防止設備は，設計基準対象の施設

と兼用する燃料取出し設備の燃料仮置き

ラック，燃料貯蔵設備の燃料貯蔵ラック

並びに燃料送出し設備のバスケット及び

バスケット仮置き架台（実入り用）で構

成し，燃料貯蔵プール等の冷却機能又は

注水機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール

等からの小規模な水の漏えいその他の要

因により燃料貯蔵プール等の水位が低下

した場合，又は燃料貯蔵プール等からの

大量の水の漏えいその他の要因により燃

料貯蔵プール等の水位が異常に低下した

場合において，燃料貯蔵プール等内にお

ける使用済燃料の臨界を防止できる設計

とする。臨①-8,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準対象の施設と兼用する燃料受

入れ設備の燃料仮置きラック並びに燃料

貯蔵設備の燃料貯蔵ラック，バスケット

及びバスケット仮置き架台（実入り用）

を臨界防止設備の常設重大事故等対処設

備として位置付ける。臨①-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界防止設備は，燃料貯蔵プール等の

冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃

料貯蔵プール等からの小規模な水の漏え

いその他の要因により燃料貯蔵プール等

の水位が低下した場合，又は燃料貯蔵プ

ール等からの大量の水の漏えいその他の

要因により燃料貯蔵プール等の水位が異

常に低下した場合において，燃料貯蔵プ

ール等内における使用済燃料の臨界を防

止できる設計とする。臨①-9 

 

 

らの小規模な水の漏えいその他の要因に

より燃料貯蔵プール等の水位が低下した

場合，又は燃料貯蔵プール等からの大量

の水の漏えいその他の要因により燃料貯

蔵プール等の水位が異常に低下した場合

の重大事故等対処設備として，臨界防止

設備を使用する。◇1  

 

設計基準対象の施設と兼用する燃料受

入れ設備の燃料仮置きラック並びに燃料

貯蔵設備の燃料貯蔵ラック，バスケット

及びバスケット仮置き架台（実入り用）

を臨界防止設備の常設重大事故等対処設

備として位置付ける。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 主要設備 

臨界防止設備は，燃料貯蔵プール等の

冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃

料貯蔵プール等からの小規模な水の漏え

いその他の要因により燃料貯蔵プール等

の水位が低下した場合，又は燃料貯蔵プ

ール等からの大量の水の漏えいその他の

要因により燃料貯蔵プール等の水位が異

常に低下した場合において，燃料貯蔵プ

ール等内における使用済燃料の臨界を防

止できる設計とする。◇1  
 

 

4.2.1.1 代替燃料プール注水系（注水ラ

イン）を使用した使用済燃料プール注水 

(1) 常設低圧代替注水系ポンプによる代

替燃料プール注水系（注水ライン） 

（常設注水ラインによるプール注水は東
海第二特有の記載であることから，省略
する。） 

(2)可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型

代替注水大型ポンプによる代替燃料プー

ル注水系（注水ライン） 

（臨界防止に係る設計方針以外の設計方
針のため省略） 

また，使用済燃料プールは，使用済燃

料貯蔵ラックの形状を維持した状態にお

いて，可搬型代替注水中型ポンプ又は可

搬型代替注水大型ポンプを使用した代替

燃料プール注水系（注水ライン）による

冷却及び水位確保により使用済燃料プー

ルの機能を維持し，実効増倍率が も高

くなる冠水状態においても実効増倍率は

不確定性を含めて 0.95 以下で臨界を防止

できる設計とする。 

 

4.2.2.2 代替燃料プール注水系（可搬型

スプレイノズル）を使用した使用済燃料

プールスプレイ 

（臨界防止に係る設計方針以外の設計方
針のため省略） 

使用済燃料プール内へのスプレイ量

は，試験により確認する。また，使用済

燃料プールは，可搬型代替注水大型ポン

プによる代替燃料プール注水系（可搬型

スプレイノズル）にて，使用済燃料貯蔵

ラック及び燃料体等を冷却し，臨界にな

らないように配慮したラック形状及び燃

料配置において，いかなる一様な水密度

であっても実効増倍率は不確定性を含め

て 0.95 以下で臨界を防止できる設計とす

る。 

（可搬型代替注水大型ポンプの駆動方式
に係る設計方針のため省略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の許可整合に伴

う記載であり、当社の

許可整合の観点では記

載されないため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の許可整合に伴

う記載であり、当社の

許可整合の観点では記

載されないため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

許可の記載を踏襲し，使用済燃

料貯蔵槽の冷却等のための設備

を設ける設計とすることを記載

しているため。 

【許可からの変更点】 
設備名称の明確化。 
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重大事故等における条件に対して臨界

防止設備は，想定される重大事故等が発

生した場合における温度，圧力，湿度，

放射線及び荷重に対する健全性を確保す

る設計とする。臨⑤-1 

 

 

 

 

 

 

 

臨界防止設備は，安全機能を有する施

設として使用する場合と同様に重大事故

等対処設備として使用することにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。臨③ 

 

 

 

 

 

臨界防止設備は，安全機能を有する施

設として使用する場合と同様に，臨界を

防止するために必要な燃料間距離を有す

る設計とする。臨④ 

 

 

 

 

臨界防止設備は，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋内の環境温度，環境湿度，環境

圧力及び放射線を考慮しても重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。臨⑤-2 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる臨界防止設備は，第1章 共通項

目の「9.2 重大事故等対処設備」の

「9.2.6 地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計」に基づく設計と

することで重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。臨⑤-3 

 

臨界防止設備は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に設置し，風（台風）等により

重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。臨⑤-4 

 

 

 

 

 

 

重大事故等における条件に対して臨界

防止設備は，想定される重大事故等が発

生した場合における温度，圧力，湿度，

放射線及び荷重に対する健全性を確保す

る設計とする。臨⑤-1 

 

 

 

 

 

 

 

臨界防止設備は，安全機能を有する施

設として使用する場合と同様に重大事故

等対処設備として使用することにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。臨③ 

 

 

 

 

 

臨界防止設備は，安全機能を有する施

設として使用する場合と同様に，臨界を

防止するために必要な燃料間距離を有す

る設計とする。臨④ 

 

 

 

 

臨界防止設備は，耐熱性及び耐水性を

有する材質とすることで，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿度

を考慮しても機能を損なわない設計とす

る。臨⑤-2 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に 用 い る 臨 界 防 止 設 備 は ， 「 ロ ．

(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ)地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。臨⑤-3 

 

 

臨界防止設備は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に設置し，風（台風）等により

機能を損なわない設計とする。臨⑤-4 

 

 

 

3.2.4.3 設計方針 

 (１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18(１)

ａ．多様性，位置的分散」に示す。◇1  

重大事故等における条件に対して臨界

防止設備は，想定される重大事故等が発

生した場合における温度，圧力，湿度，

放射線及び荷重に対する健全性を確保す

る設計とする。◇1  

重大事故等時の環境条件に対する健全

性については，「3.2.4.3(４)環境条件

等」に記載する。◇1  
 

 (２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18(１)

ｂ．悪影響防止」に示す。◇1  

臨界防止設備は，安全機能を有する施

設として使用する場合と同様に重大事故

等対処設備として使用することにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。◇1  

 

 (３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18(２)個

数及び容量」に示す。◇1  

臨界防止設備は，安全機能を有する施

設として使用する場合と同様に，臨界を

防止するために必要な燃料間距離を有す

る設計とする。◇1  

 

 (４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18(３)環

境条件等」に示す。◇1  

臨界防止設備は，耐熱性及び耐水性を

有する材質とすることで，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋内の環境温度，環境湿度

を考慮しても機能を損なわない設計とす

る。◇1  

 

臨界防止設備は，「1.7.18（５）地震

を要因とする重大事故等に対する施設の

耐震設計」に基づく設計とすることでそ

の機能を損なわない設計とする。◇1  
 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる臨界防止設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等

により機能を損なわない設計とする。◇1  

 

 (５) 操作性の確保 

臨界防止設備は，操作を要しない。◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則第36条のうち環境

条件等に係る設計上考慮すべき

事項を記載しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則第 36 条のうち悪影

響防止に係る設計上考慮すべき

事項を記載しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則第 36 条のうち個数

及び容量に係る設計上考慮すべ

き事項を記載しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則第 36 条のうち環境

条件等に係る設計上考慮すべき

事項を記載しているため。 
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臨界防止設備は，通常時において，重

大事故等に対処するために必要な機能を

確認するため，外観点検が可能な設計と

する。臨⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界防止設備は，再処理施設の運転中

又は停止中に外観点検が可能な設計とす

る。臨⑦ 

 

 

 

 

3.2.4.4 主要設備及び仕様 

臨界防止設備の主要設備の仕様を第３

－８表に示す。◇2  

 

3.2.4.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18(４)

ｂ．試験・検査性」に示す。◇1  

 

臨界防止設備は，再処理施設の運転中

又は停止中に外観点検が可能な設計とす

る。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則第 36 条のうち試

験・検査に係る設計上考慮すべ

き事項を記載しているため。 
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（再掲） 

 再処理施設には、使用済燃料

貯蔵槽の冷却機能又は注水機能

が喪失し、又は使用済燃料貯蔵

槽からの水の漏えいその他の要

因により当該使用済燃料貯蔵槽

の水位が低下した場合において

使用済燃料貯蔵槽内の使用済燃

料を冷却し、放射線を遮蔽し、

及び臨界を防止するために必要

な設備が設けられていなければ

ならない。 

２ 再処理施設には、使用済燃

料貯蔵槽からの大量の水の漏え

いその他の要因により当該使用

済燃料貯蔵槽の水位が異常に低

下した場合において使用済燃料

貯蔵槽内の使用済燃料の著しい

損傷の進行を緩和し、及び臨界

を防止するために必要な設備が

設けられていなければならな

い。 

監① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.10 監視設備 

 

燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水

機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール等か

らの小規模な水の漏えいその他の要因に

より燃料貯蔵プール等の水位が低下した

場合，又は燃料貯蔵プール等からの大量

の水の漏えいその他の要因により燃料貯

蔵プール等の水位が異常に低下した場合

において，燃料貯蔵プール等の水位，水

温及び燃料貯蔵プール等上部の空間線量

率について，重大事故等により変動する

可能性のある範囲にわたり測定するため

に必要な重大事故等対処設備として監視

設備を設ける設計とする。監①-2,4,5 

また，燃料貯蔵プール等の状態を監視

するために必要な重大事故等対処設備と

して監視設備を設ける設計とする。監①-

3,4,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監視設備は，計装設備の一部である可

搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波

式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計

（メジャー），可搬型燃料貯蔵プール等

水位計（電波式），可搬型燃料貯蔵プー

ル等水位計（エアパージ式），可搬型燃

料貯蔵プール等温度計（サーミスタ），

可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵

抗体），可搬型燃料貯蔵プール等状態監

視カメラ，可搬型燃料貯蔵プール等空間

線量率計（サーベイメータ），可搬型燃

料貯蔵プール等空間線量率計（線量率

計），可搬型空冷ユニットＡ，可搬型空

冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニットＣ，

可搬型空冷ユニットＤ，可搬型空冷ユニ

ットＥ，可搬型計測ユニット，可搬型監

視ユニット及び可搬型計測ユニット用空

(ｅ) 監視設備 

 

燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水

機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール等か

らの小規模な水の漏えいその他の要因に

より燃料貯蔵プール等の水位が低下した

場合，又は燃料貯蔵プール等からの大量

の水の漏えいその他の要因により燃料貯

蔵プール等の水位が異常に低下した場合

において，燃料貯蔵プール等の水位，水

温及び燃料貯蔵プール等上部の空間線量

率について，重大事故等により変動する

可能性のある範囲にわたり測定するため

に必要な重大事故等対処設備を設置及び

保管する。監①-5 

また，燃料貯蔵プール等の状態を監視

するために必要な重大事故等対処設備を

設置及び保管する。監①-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監視設備は，計装設備の一部である可

搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波

式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計

（メジャー），可搬型燃料貯蔵プール等

水位計（電波式），可搬型燃料貯蔵プー

ル等水位計（エアパージ式），可搬型燃

料貯蔵プール等温度計（サーミスタ），

可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵

抗体），可搬型燃料貯蔵プール等状態監

視カメラ，可搬型燃料貯蔵プール等空間

線量率計（サーベイメータ），可搬型燃

料貯蔵プール等空間線量率計（線量率

計），可搬型空冷ユニットＡ，可搬型空

冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニットＣ，

可搬型空冷ユニットＤ，可搬型空冷ユニ

ットＥ，可搬型計測ユニット，可搬型監

視ユニット，可搬型計測ユニット用空気

3.2.5 監視設備 

3.2.5.1 概  要 

燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水

機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール等か

らの小規模な水の漏えいその他の要因に

より燃料貯蔵プール等の水位が低下した

場合，又は燃料貯蔵プール等からの大量

の水の漏えいその他の要因により燃料貯

蔵プール等の水位が異常に低下した場合

において，燃料貯蔵プール等の水位，水

温及び燃料貯蔵プール等上部の空間線量

率について，重大事故等により変動する

可能性のある範囲にわたり測定するため

に必要な重大事故等対処設備を設置及び

保管する。◇1  

また，燃料貯蔵プール等の状態を監視

するために必要な重大事故等対処設備を

設置及び保管する。◇1  

 

3.2.5.2 系統構成及び主要設備 

燃料貯蔵プール等の水位，水温及び燃

料貯蔵プール等上部の空間線量率につい

て，重大事故等により変動する可能性の

ある範囲にわたり測定し，燃料貯蔵プー

ル等の状態を監視するため，監視設備を

設ける。◇1  

 

 (１) 系統構成 

燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水

機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール等か

らの小規模な水の漏えいその他の要因に

より燃料貯蔵プール等の水位が低下した

場合，又は燃料貯蔵プール等からの大量

の水の漏えいその他の要因により燃料貯

蔵プール等の水位が異常に低下した場合

の重大事故等対処設備として，監視設備

を使用する。◇1  
 

監視設備は，計装設備の一部である可

搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波

式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計

（メジャー），可搬型燃料貯蔵プール等

水位計（電波式），可搬型燃料貯蔵プー

ル等水位計（エアパージ式），可搬型燃

料貯蔵プール等温度計（サーミスタ），

可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵

抗体），可搬型燃料貯蔵プール等状態監

視カメラ，可搬型燃料貯蔵プール等空間

線量率計（サーベイメータ），可搬型燃

料貯蔵プール等空間線量率計（線量率

計），可搬型空冷ユニットＡ，可搬型空

冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニットＣ，

可搬型空冷ユニットＤ，可搬型空冷ユニ

ットＥ，可搬型計測ユニット，可搬型監

視ユニット，可搬型計測ユニット用空気

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監①-2,4(P4 から) 

 

 

監①-3,4(P4 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

許可の記載を踏襲し，使用済

燃料貯蔵槽の冷却等のために

設置又は配備する他条文設備

を記載しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

許可の記載を踏襲し，使用済

燃料貯蔵槽の冷却等のための

設備を設ける設計とすること

を記載しているため。 

2160



基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十二条（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）（26 / 29） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気圧縮機で構成し，燃料貯蔵プール等の

水位，水温及び燃料貯蔵プール等上部の

空間線量率について，重大事故等により

変動する可能性のある範囲にわたり測定

し，燃料貯蔵プール等の状態を監視でき

る設計とする。監①-7 

 

 

 

 

 

燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水

機能が喪失し，又は燃料貯蔵プール等か

らの小規模な水の漏えいその他の要因に

より燃料貯蔵プール等の水位が低下した

場合，又は燃料貯蔵プール等からの大量

の水の漏えいその他の要因により燃料貯

蔵プール等の水位が異常に低下した場合

の重大事故等対処設備として，代替安全

冷却水系の運搬車，代替電源設備の使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機，代替所内電気設備の使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源

ケーブル，補機駆動用燃料補給設備の第

１軽油貯槽，第２軽油貯槽及び軽油用タ

ンクローリ並びに計測制御設備の可搬型

燃料貯蔵プール等水位計（超音波式），

可搬型燃料貯蔵プール等水位計（メジャ

ー），可搬型燃料貯蔵プール等水位計

（電波式），可搬型燃料貯蔵プール等水

位計（エアパージ式），可搬型燃料貯蔵

プール等温度計（サーミスタ），可搬型

燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗

体），可搬型燃料貯蔵プール等状態監視

カメラ，可搬型燃料貯蔵プール等空間線

量率計（サーベイメータ），可搬型燃料

貯蔵プール等空間線量率計（線量率

計），可搬型空冷ユニットＡ，可搬型空

冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニットＣ，

可搬型空冷ユニットＤ，可搬型空冷ユニ

ットＥ，可搬型計測ユニット，可搬型監

視ユニット，可搬型計測ユニット用空気

圧縮機及びけん引車を使用する設計とす

る。なお，計測制御設備の詳細について

は，第 2 章 個別項目の「4.1 計測制御

設備」に，代替電源設備の詳細について

は，第 2 章 個別項目の「7.1.1 電気設

備」の「7.1.1.9 代替電源設備」に，代

替所内電気設備の詳細については，第2章 

個 別 項 目 の 「 7.1.1  電 気 設 備 」 の

「7.1.1.10 代替所内電気設備」に，補

機駆動用燃料補給設備の詳細について

は，第 2 章 個別項目の「7.1.1 電気設

備」の「7.1.1.11 補機駆動用燃料補給

設備」に，代替安全冷却水系の詳細につ

圧縮機及びけん引車【監⑧-1】，代替安

全冷却水系の一部である運搬車【監⑫-

1】，代替電源設備の一部である使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機【監⑨-1】，代替所内電気設備の一部

である使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の可搬型電源ケーブル【監⑩-1】並

びに補機駆動用燃料補給設備の一部であ

る軽油貯槽及び軽油用タンクローリ【監

⑪-1】で構成する。監①-7 

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である

軽油貯槽【監⑪-2】を常設重大事故等対

処設備として設置する。 

 

計装設備の一部である可搬型燃料貯蔵

プール等水位計（超音波式），可搬型燃

料貯蔵プール等水位計（メジャー），可

搬型燃料貯蔵プール等水位計（電波

式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計

（エアパージ式），可搬型燃料貯蔵プー

ル等温度計（サーミスタ），可搬型燃料

貯蔵プール等温度計（測温抵抗体），可

搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，

可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計

（サーベイメータ），可搬型燃料貯蔵プ

ール等空間線量率計（線量率計），可搬

型空冷ユニットＡ，可搬型空冷ユニット

Ｂ，可搬型空冷ユニットＣ，可搬型空冷

ユニットＤ，可搬型空冷ユニットＥ，可

搬型計測ユニット，可搬型監視ユニッ

ト，可搬型計測ユニット用空気圧縮機及

びけん引車【監⑧-2】，代替安全冷却水

系の一部である運搬車【監⑫-2】，代替

電源設備の一部である使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機【監⑨-

2】，代替所内電気設備の一部である使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬

型電源ケーブル【監⑩-2】並びに補機駆

動用燃料補給設備の一部である軽油用タ

ンクローリ【監⑪-3】を可搬型重大事故

等対処設備として配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧縮機及びけん引車，代替安全冷却水系

の一部である運搬車，代替電源設備の一

部である使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設可搬型発電機，代替所内電気設備

の一部である使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の可搬型電源ケーブル並びに

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽

油貯槽及び軽油用タンクローリで構成す

る。◇1  
 

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である

軽油貯槽を常設重大事故等対処設備とし

て設置する。◇1  

 

計装設備の一部である可搬型燃料貯蔵

プール等水位計（超音波式），可搬型燃

料貯蔵プール等水位計（メジャー），可

搬型燃料貯蔵プール等水位計（電波

式），可搬型燃料貯蔵プール等水位計

（エアパージ式），可搬型燃料貯蔵プー

ル等温度計（サーミスタ），可搬型燃料

貯蔵プール等温度計（測温抵抗体），可

搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，

可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計

（サーベイメータ），可搬型燃料貯蔵プ

ール等空間線量率計（線量率計），可搬

型空冷ユニットＡ，可搬型空冷ユニット

Ｂ，可搬型空冷ユニットＣ，可搬型空冷

ユニットＤ，可搬型空冷ユニットＥ，可

搬型計測ユニット，可搬型監視ユニッ

ト，可搬型計測ユニット用空気圧縮機，

可搬型空冷ユニット用ホース及びけん引

車，代替安全冷却水系の一部である運搬

車，代替電源設備の一部である使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機，代替所内電気設備の一部である使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬

型電源ケーブル並びに補機駆動用燃料補

給設備の一部である軽油用タンクローリ

を可搬型重大事故等対処設備として配備

する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監⑧-1（P27 へ） 

監⑫-1（P27 へ） 

 

監⑨-1（P27 へ） 

 

監⑩-1（P27 へ） 

 

監⑪-1（P27 へ） 

 

 

監⑪-2（P27 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監⑧-2（P27 へ） 

監⑫-2（P27 へ） 

 

監⑨-2（P27 へ） 

 

 

監⑩-2（P27 へ） 

 

監⑪-3（P27 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 
設計方針の明確化。 

2161



基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十二条（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備）（27 / 29） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いては，第 2 章 個別項目の「7.2.2 冷

却水設備」の「7.2.2.3 代替安全冷却水

系」に示す。監①-11,12，監⑧-1,2,3，

監 ⑨ -1,2,3,4 ， 監 ⑩ -1,2,3 ， 監 ⑪ -

1,2,3,4，監⑫-1,2,3 

 

監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等水

位計（超音波式），可搬型燃料貯蔵プー

ル等水位計（メジャー），可搬型燃料貯

蔵プール等水位計（電波式），可搬型燃

料貯蔵プール等水位計（エアパージ

式），可搬型燃料貯蔵プール等温度計

（サーミスタ），可搬型燃料貯蔵プール

等温度計（測温抵抗体），可搬型燃料貯

蔵プール等空間線量率計（サーベイメー

タ）及び可搬型燃料貯蔵プール等空間線

量率計（線量率計）は，燃料貯蔵プール

等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又

は燃料貯蔵プール等からの小規模な水の

漏えいその他の要因により燃料貯蔵プー

ル等の水位が低下した場合，又は燃料貯

蔵プール等からの大量の水の漏えいその

他の要因により燃料貯蔵プール等の水位

が異常に低下した場合において，燃料貯

蔵プール等の水位，水温及び燃料貯蔵プ

ール等上部の空間線量率について，重大

事故等により変動する可能性のある範囲

にわたり測定できる設計とするととも

に，監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等

状態監視カメラは，燃料貯蔵プール等の

状態を監視できる設計とする。監①-8 

 

監視設備の可搬型空冷ユニットＡ，可

搬型空冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニッ

トＣ，可搬型空冷ユニットＤ，可搬型空

冷ユニットＥ及び可搬型計測ユニット用

空気圧縮機は，燃料貯蔵プール等の水温

上昇に伴い使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

内の温度が上昇した場合において，冷却

空気を供給することにより，可搬型燃料

貯蔵プール等状態監視カメラ及び可搬型

燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率

計）を冷却し保護できる設計とする。監

①-9 

 

監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等水

位計（電波式），可搬型燃料貯蔵プール

等水位計（エアパージ式），可搬型燃料

貯蔵プール等温度計（測温抵抗体），可

搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，

可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計

（線量率計），可搬型空冷ユニットＡ，

可搬型空冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニ

ットＣ，可搬型空冷ユニットＤ，可搬型

空冷ユニットＥ，可搬型計測ユニット及

 

 

 

 

 

 

監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等水

位計（超音波式），可搬型燃料貯蔵プー

ル等水位計（メジャー），可搬型燃料貯

蔵プール等水位計（電波式），可搬型燃

料貯蔵プール等水位計（エアパージ

式），可搬型燃料貯蔵プール等温度計

（サーミスタ），可搬型燃料貯蔵プール

等温度計（測温抵抗体），可搬型燃料貯

蔵プール等空間線量率計（サーベイメー

タ）及び可搬型燃料貯蔵プール等空間線

量率計（線量率計）は，燃料貯蔵プール

等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又

は燃料貯蔵プール等からの小規模な水の

漏えいその他の要因により燃料貯蔵プー

ル等の水位が低下した場合，又は燃料貯

蔵プール等からの大量の水の漏えいその

他の要因により燃料貯蔵プール等の水位

が異常に低下した場合において，燃料貯

蔵プール等の水位，水温及び燃料貯蔵プ

ール等上部の空間線量率について，重大

事故等により変動する可能性のある範囲

にわたり測定できる設計とするととも

に，監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等

状態監視カメラは，燃料貯蔵プール等の

状態を監視できる設計とする。監①-8 

 

監視設備の可搬型空冷ユニットＡ，可

搬型空冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニッ

トＣ，可搬型空冷ユニットＤ，可搬型空

冷ユニットＥ及び可搬型計測ユニット用

空気圧縮機は，燃料貯蔵プール等の水温

上昇に伴い使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

内の温度が上昇した場合において，冷却

空気を供給することにより，可搬型燃料

貯蔵プール等状態監視カメラ及び可搬型

燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率

計）を冷却し保護できる設計とする。監

①-9 

 

監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等水

位計（電波式），可搬型燃料貯蔵プール

等水位計（エアパージ式），可搬型燃料

貯蔵プール等温度計（測温抵抗体），可

搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，

可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計

（線量率計），可搬型空冷ユニットＡ，

可搬型空冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニ

ットＣ，可搬型空冷ユニットＤ，可搬型

空冷ユニットＥ，可搬型計測ユニット及

 

 

 

 

 

 (２) 主要設備 

監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等水

位計（超音波式），可搬型燃料貯蔵プー

ル等水位計（メジャー），可搬型燃料貯

蔵プール等水位計（電波式），可搬型燃

料貯蔵プール等水位計（エアパージ

式），可搬型燃料貯蔵プール等温度計

（サーミスタ），可搬型燃料貯蔵プール

等温度計（測温抵抗体），可搬型燃料貯

蔵プール等空間線量率計（サーベイメー

タ）及び可搬型燃料貯蔵プール等空間線

量率計（線量率計）は，燃料貯蔵プール

等の冷却機能又は注水機能が喪失し，又

は燃料貯蔵プール等からの小規模な水の

漏えいその他の要因により燃料貯蔵プー

ル等の水位が低下した場合，又は燃料貯

蔵プール等からの大量の水の漏えいその

他の要因により燃料貯蔵プール等の水位

が異常に低下した場合において，燃料貯

蔵プール等の水位，水温及び燃料貯蔵プ

ール等上部の空間線量率について，重大

事故等により変動する可能性のある範囲

にわたり測定できる設計とするととも

に，監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等

状態監視カメラは，燃料貯蔵プール等の

状態を監視できる設計とする。◇1  
 

監視設備の可搬型空冷ユニットＡ，可

搬型空冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニッ

トＣ，可搬型空冷ユニットＤ，可搬型空

冷ユニットＥ及び可搬型計測ユニット用

空気圧縮機は，燃料貯蔵プール等の水温

上昇に伴い使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

内の温度が上昇した場合において，冷却

空気を供給することにより，可搬型燃料

貯蔵プール等状態監視カメラ及び可搬型

燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率

計）を冷却し保護できる設計とする。◇1  
 

 

監視設備の可搬型燃料貯蔵プール等水

位計（電波式），可搬型燃料貯蔵プール

等水位計（エアパージ式），可搬型燃料

貯蔵プール等温度計（測温抵抗体），可

搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ，

可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計

（線量率計），可搬型空冷ユニットＡ，

可搬型空冷ユニットＢ，可搬型空冷ユニ

ットＣ，可搬型空冷ユニットＤ及び可搬

型空冷ユニットＥ，可搬型計測ユニット

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監⑧-1,2，⑨-1,2，⑩

-1,2，⑪-1,2,3，⑫-

1,2（P26 から） 

監①-11,12，⑧-3，⑨

-3,4，⑩-2，⑪-4，⑫

-3（P28 から） 
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び可搬型監視ユニットは，代替電源設備

から受電できる設計とする。監①-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

び可搬型監視ユニットは，代替電源設備

から受電できる設計とする。監①-10 

 

代替安全冷却水系の詳細については，

「リ．(２)(ⅰ)(ｂ)(ロ)２）代替安全冷

却水系」に【監⑫-3】，補機駆動用燃料

補給設備の詳細については，「リ．

(４)(ⅶ)補機駆動用燃料補給設備」に

【監⑪-4】，代替電源設備の詳細につい

ては，「リ．(１)(ⅰ)(ｂ)(ロ)１)代替電

源設備」に【監⑨-3】，代替所内電気設

備 の 詳 細 に つ い て は ， 「 リ ．

(１)(ⅰ)(ｂ)(ロ)２)代替所内電気設備」

に【監⑩-3】，計装設備の詳細について

は，「ヘ．(３)(ⅱ)(ａ)計装設備」に

【監⑧-3】，電気設備の詳細について

は，「リ．(１)(ⅰ)(ｂ)(ロ)３)受電開閉

設備」から「リ．(１)(ⅰ)(ｂ)(ロ)７)計

測制御用交流電源設備」【監⑨-4】に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 主要な設備及び機器の種類 

(ⅱ) 重大事故等対処設備 

(ａ) 代替注水設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型中型移送ポンプ（燃料貯蔵プール

等への注水に使用する設備） 

３ 台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

及び可搬型監視ユニットは，代替電源設

備から受電できる設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5.3 設計方針 

監視設備の主要な設備の設計方針につ

いては，「6.2.1.2 設計方針」に示す。

監①-11 

 

3.2.5.4 主要設備及び仕様 

監視設備に関連するその他設備の概略

仕様を第３－９(1)表～第３－９(4)表

に，監視設備による対応に関する設備の

系統概要図を第３－16 図に示す。◇2  

 

3.2.5.5 試験・検査 

監視設備の主要な設備の試験・検査に

ついては，「6.2.1.5 試験・検査」に示

す。監①-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３－５表(1) 代替注水設備の主要設備

の仕様 

(１) 代替注水設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ．可搬型中型移送ポンプ 

種 類 うず巻き式 

台 数 ３（予備として故障時及び待機除

外時のバックアップを２台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「4.3 代替燃料プール冷却系」の項は

省略） 

（「4.4 原子炉建屋放水設備」の項は省

略） 

4.5 使用済燃料プールの水質維持 

4.6 使用済燃料プール接続配管 

（「4.7 水源，代替水源供給設備」の項

は省略） 

（「5. 主要対象設備」の項は省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監⑫-3(P27 へ) 

 

 

監⑪-4(P27 へ) 

 

監⑨-3(P27 へ) 

 

 

監⑩-3(P27 へ) 

 

監⑧-3(P27 へ) 

 

 

監⑨-4(P27 へ) 

 

 

 

 

 

監①-11（P27 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監①-12（P27 へ） 
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容 量 約 240 ｍ３／ｈ／台 

可搬型建屋外ホース １ 式 

 

可搬型建屋内ホース １ 式□1  

 

 

 

 

(ｂ) スプレイ設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型建屋内ホース １ 式 

 

可搬型スプレイヘッダ 24 基（予備とし

て故障時のバックアップを 12 基）□1  

 

 

 

 

(ｃ) 漏えい抑制設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

サイフォンブレーカ １ 式 

 

止水板及び蓋（「リ．(４)(ⅴ)溢水防護

設備」と兼用）□1  

 

 

 

 

(ｄ) 臨界防止設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

燃料仮置きラック（「ハ．(２)(ⅰ)(ａ)

使用済燃料受入れ設備」と兼用） 

 

 

燃料貯蔵ラック（「ハ．(２)(ⅰ)(ｂ)使

用済燃料貯蔵設備」と兼用） 

 

 

バスケット（「ハ．(２)(ⅰ)(ｂ)使用済

燃料貯蔵設備」と兼用） 

 

 

バスケット仮置き架台（実入り用）

（「ハ．(２)(ⅰ)(ｂ)使用済燃料貯蔵設

備」と兼用）□1  

 

 

(ｅ) 監視設備 

「ヘ．(３)(ⅱ)(ａ)計装設備」に示す。

□2  

容 量 約 240ｍ３／ｈ／台 

ｂ．可搬型建屋外ホース 

数 量 １式 

ｃ．可搬型建屋内ホース 

数 量 １式◇5  

 

第３－６表(1) スプレイ設備の主要設備

の仕様 

(１) スプレイ設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ．可搬型建屋内ホース 

数 量 １式 

ｂ．可搬型スプレイヘッダ 

基 数 24（予備として故障時のバックア

ップを 12 基）◇5  

 

第３－７表 漏えい抑制設備の主要設備の

仕様 

(１) 漏えい抑制設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．サイフォンブレーカ 

数 量 １式 

ｂ．止水板及び蓋（「9.12 溢水防護設

備」と兼用） 

数 量 １式◇5  

 

第３－８表 臨界防止設備の主要設備の仕

様 

(１) 臨界防止設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．燃料仮置きラック（「3.1.4.1 使用

済燃料受入れ設備」と兼用） 

「第３－１表 使用済燃料受入れ設備の主

要設備の仕様」に記載する。 

ｂ．燃料貯蔵ラック（「3.1.4.2 使用済

燃料貯蔵設備」と兼用） 

「第３－２表 使用済燃料貯蔵設備の主要

設備の仕様」に記載する。 

ｃ．バスケット（「3.1.4.2 使用済燃料

貯蔵設備」と兼用） 

「第３－２表 使用済燃料貯蔵設備の主要

設備の仕様」に記載する。 

ｄ．バスケット仮置き架台（実入り用）

（「3.1.4.2 使用済燃料貯蔵設備」 

と兼用） 

「第３－２表 使用済燃料貯蔵設備の主要

設備の仕様」に記載する。◇5  
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第四十二条（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

注① 
使用済燃料貯蔵槽への注水に

必要な設備設計 

技術基準規則（第 42 条）の要求事

項を受けている内容 
１項 － a,c,d 

抑① 
使用済燃料貯蔵槽の水の漏え

い抑制に必要な設備設計 

技術基準規則（第 42 条）の要求事

項を受けている内容 
１項 － a,c,d 

ス① 

使用済燃料貯蔵槽の使用済燃

料へのスプレイに必要な設備

設計 

技術基準規則（第 42 条）の要求事

項を受けている内容 
２項 － a,c,d 

臨① 

使用済燃料貯蔵槽の使用済燃

料の臨界の防止に必要な設備

設計 

技術基準規則（第 42 条）の要求事

項を受けている内容 

１項 

２項 
－ a,c,d 

監① 
使用済燃料貯蔵槽の使用済燃

料の監視に必要な設備設計 

技術基準規則（第 42 条）の要求事

項を受けている内容 

１項 

２項 
－ a,c,d 

注② 

ス② 

多様性，位置的分散に関する内

容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 42 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条２項） 

（36 条３項２号） 

（36 条３項４号） 

（36 条３項６号） 

－ b,c 

注③ 

ス③ 

抑③ 

臨③ 

悪影響防止に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 42 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項６号） 
－ b,c 

注④ 

ス④ 

抑④ 

臨④ 

個数及び容量に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 42 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項１号） 
－ b,c 

注⑤ 

ス⑤ 

抑⑤ 

臨⑤ 

環境条件等に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 42 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項２号） 

（36 条１項７号） 

（36 条３項３号） 

（36 条３項４号） 

－ b,c 

注⑥ 

ス⑥ 
操作性の確保に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 42 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項３号） 

（36 条１項５号） 

（36 条３項１号） 

（36 条３項５号） 

－ b,c 
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注⑦ 

ス⑦ 

抑⑦ 

臨⑦ 

試験・検査に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 42 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項４号） 
－ b,c 

注⑧ 

ス⑧ 

監⑧ 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

対処に使用する設備 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等の対処

に使用する計測制御設備に係る事

項 

− − b 

監⑨ 
使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

対処に使用する設備 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等の対処

に使用する代替電源設備に係る事

項 

− − b 

監⑩ 
使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

対処に使用する設備 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等の対処

に使用する代替所内電気設備に係

る事項 

− − b 

注⑪ 

ス⑪ 

監⑪ 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

対処に使用する設備 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等の対処

に使用する補機駆動用燃料補給設

備に係る事項 

− − b 

注⑫ 

ス⑫ 

監⑫ 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

対処に使用する設備 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等の対処

に使用する代替安全冷却水系に係

る事項 

− − b 

ス⑬ 
使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

対処に使用する設備 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等の対処

に使用する注水設備に係る事項 
− − b 

注⑭ 

ス⑭ 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

対処に使用する設備 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等の対処

に使用する水供給設備に係る事項 
− − b 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  設備仕様 仕様表にて記載する。 e 

□2  仕様表等の呼び込み 
仕様表等の呼び込み場所の記載であるため，基本設計方

針に記載しない。 
－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）又は添付書類内の

記載と重複する内容であるため，記載しない。 
－ 

◇2  仕様表等の呼び込み 
仕様表等の呼び込み場所の記載であるため，基本設計方

針に記載しない。 
－ 

◇3  
保安規定（除雪及び除灰）に関

する運用 

保安規定（除雪及び除灰）に関する事項は第 36 条「重大

事故等対処設備」にて明確にするため、記載しない。 
－ 

◇4  
基本設計方針に反映不要の文

章 

該当の設備において設計方針を要しないことから，基本

設計方針に記載しない。 
－ 

◇5  設備仕様 仕様表にて記載する。 e 

４．添付書類等 

№ 書類名 
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別紙１② 

a Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

b Ⅵ-1-1-4-2 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

c Ⅵ-1-2-2 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備に関する説明書 

d 

Ⅵ-2-3 系統図 

Ⅵ-2-4 配置図 

Ⅵ-2-5 構造図 

e 仕様表（設計条件及び仕様） 
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第44条：工場等外への放射性物質等の放出を 

抑制するための設備 
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1.9 再処理施設に関する「再処理施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則」への適合性 

1.9.40 工場等外への放射性物質等の放

出を抑制するための設備 

（工場等外への放射性物質等の放出を抑

制するための設備） 

第四十条 再処理施設には、重大事故が

発生した場合において工場等外への放射

性物質及び放射線の放出を抑制するため

に必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第４０条に規定する「放出を抑制す

るために必要な設備」とは、以下に掲

げる措置又はこれらと同等以上の効果

を有する措置を講じた設備をいう。 

一 再処理施設の各建物に放水できる

設備を配備すること。 

二 放水設備は、再処理施設の各建物

周辺における航空機衝突による航空

機燃料火災、化学火災に対応できる

こと。 

三 放水設備は、移動等により、複数

の方向から再処理施設の各建物に向

けて放水することが可能なこと。 

四 放水設備は、再処理施設の各建物

で同時使用することを想定し、必要

な台数を配備すること。 

五 建物への放水については、臨界安

全に及ぼす影響をあらかじめ考慮す

ること。 

六 海洋、河川、湖沼等への放射性物

質の流出を抑制する設備を整備する

こと。 

 

適合のための設計方針 

工場等外への放射性物質等の放出を抑

制するための設備として，再処理施設の

各建物で重大事故等が発生し，大気中へ

放射性物質の放出に至るおそれがある場

合において，大気中への放射性物質の放

出を抑制するために放水設備を設ける設

計とする。放◇1  

工場等外への放射性物質等の放出を抑

制するための設備として，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋で重大事故等が発生し，

工場等外への放射線の放出に至るおそれ

がある場合において，工場等外への放射

線の放出を抑制するために注水設備を設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 
波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 
灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 
黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 
  ：発電炉との差異の理由     ：許可からの変更点等  
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ける設計とする。注◇1  

再処理施設の各建物周辺における航空

機衝突による航空機燃料火災，化学火災

に対応できる設備として，放水設備を設

ける設計とする。放◇1  

放水設備は，移動等により複数の方向

から再処理施設の各建物に向けて放水す

ることが可能な設計とする。放◇1  

放水設備は，再処理施設の各建物で同

時使用することを想定し，必要な台数を

配備する。放◇1  

建物への放水については，臨界安全に

及ぼす影響をあらかじめ考慮し，実施す

る。放◇1  

海洋，河川，湖沼等への放射性物質の

流出を抑制するために抑制設備を設ける

設計とする。抑◇1  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（工場等外への放射性物質等

の放出を抑制するための設

備） 

第四十四条 

再処理施設には、重大事故が

発生した場合において工場等

外への放射性物質及び放射線

の放出を抑制するために必要

な設備が設けられていなけれ

ばならない。放①,注①,抑① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 個別項目 

7 その他再処理設備の附属施設 

7.3 その他の主要な事項 

 

 

 

 

 

7.3.7 放出抑制設備 

放出抑制設備の設計に係る共通的な設

計方針については，第 1章 共通項目の

「2. 地盤」，「3. 自然現象等」，

「5. 火災等による損傷の防止」，「6. 

再処理施設内における溢水による損傷の

防止」，「7. 再処理施設内における化

学薬品の漏えいによる損傷の防止」及び

「9. 設備に対する要求」に基づくもの

とする。 

 

再処理施設のうち使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋にお

いて重大事故等が発生した場合におい

て，工場等外への放射性物質等の放出を

抑制するために必要な重大事故等対処設

備として，放水設備，注水設備及び抑制

設備を設ける設計とする。放①-1,2,注

①-1,2,抑①-1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.7.1 放水設備 

再処理施設のうち使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋にお

いて重大事故等が発生し，大気中への放

射性物質の放出に至るおそれがある場

合，建物に放水し，放射性物質の放出を

抑制するために必要な重大事故等対処設

備として，放水設備を設ける設計とす

る。放①-3 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ⅱ) 重大事故等対処施設（再処理施設

への人の不法な侵入等の防止，安全避難

通路等，制御室，監視測定設備，緊急時

対策所及び通信連絡を行うために必要な

設備は(ⅰ)安全機能を有する施設に記

載） 

（ｉ）工場等外への放射性物質等の放出

を抑制するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設のうち使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋にお

いて重大事故等が発生した場合におい

て，工場等外への放射性物質等の放出を

抑制するために必要な重大事故等対処設

備を設置及び保管する。放①-1,注①-1,

抑①-1 

工場等外への放射性物質等の放出を抑

制するための設備は，放水設備，注水設

備及び抑制設備で構成する。放①-2,注

①-2,抑①-2 

 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造

及び設備 

(ロ) 重大事故等対処設備 

 

(ⅷ) 放出抑制設備 

(ａ) 放水設備 

再処理施設のうち使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋にお

いて重大事故等が発生し，大気中への放

射性物質の放出に至るおそれがある場

合，建物に放水し，放射性物質の放出を

抑制するために必要な重大事故等対処設

備を設置及び保管する。放①-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.15 放出抑制設備 

9.15.1 放水設備 

9.15.1.1 概 要 

再処理施設のうち使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋にお

いて重大事故等が発生し，大気中への放

射性物質の放出に至るおそれがある場

合，建物に放水し，放射性物質の放出を

抑制するために必要な重大事故等対処設

備を設置及び保管する。放◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.10 原子炉建屋放水設備 

(1) 大気への拡散抑制及び航空機燃料火

災対応 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損に至った場合において，発電所外

への放射性物質の拡散を抑制するための

重大事故等対処設備及び原子炉建屋周辺

における航空機衝突による航空機燃料火

災に対応できる設備として，原子炉建屋

放水設備を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

設工認において設計として

明確化するため記載を適正

化した。（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「放射性物質等」が指す具体的な内

容は，後段に示す基本設計方針にお

いて明確化するため等のままとし

た。 

【「等」の解説】 

「工場等」については事業指定基

準規則に基づく用語として許可の

記載のとおりとした。（以下同

じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書に基づ

き工場等外への放射性物質

等の放出抑制に係る設計上

の考慮すべき事項に係る基

本設計方針を記載した。 

（以下同じ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設の各建物周辺における航空機

衝突による航空機燃料火災，化学火災が

発生した場合，泡消火又は放水による消

火活動を実施するために必要な重大事故

等対処設備として，放水設備を設ける設

計とする。放①-4 

 

放水設備は，大型移送ポンプ車，可搬

型放水砲，ホイールローダ及び可搬型建

屋外ホースで構成する。放①-5,6 

 

水供給設備の一部である第１貯水槽を

常設重大事故等対処設備として設置す

る。放⑧-1,2 

 

放射性物質の放出を抑制するための対処

及び航空機燃料火災，化学火災への対処

では，水供給設備の一部である第１貯水

槽，代替安全冷却水系の一部であるホー

ス展張車及び運搬車を使用する。放⑧-

1,2,⑨-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の一部であるホース

展張車及び運搬車を可搬型重大事故等対

処設備として配備する。放⑨-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性物質の放出を抑制するための対

処及び航空機燃料火災，化学火災への対

処では，放水設備の大型移送ポンプ車，

可搬型放水砲，ホイールローダ及び可搬

型建屋外ホース【放①-5】，水供給設備

の一部である第１貯水槽【放⑧-1】，代

替安全冷却水系の一部であるホース展張

車及び運搬車【放⑨-1】，補機駆動用燃

料補給設備の軽油貯槽及び軽油用タンク

ローリ【放⑩-1】並びに計装設備の一部

【放⑪-1】を使用する。放⑧-1,⑨-1 

 

再処理施設の各建物周辺における航空

機衝突による航空機燃料火災，化学火災

が発生した場合，泡消火又は放水による

消火活動を実施するために必要な重大事

故等対処設備を設置及び保管する。放①

-4 

放水設備は，大型移送ポンプ車，可搬

型放水砲，ホイールローダ及び可搬型建

屋外ホースで構成する。放①-6 

 

水供給設備の一部である第１貯水槽

【放⑧-2】，補機駆動用燃料補給設備の

一部である軽油貯槽【放⑩-2】及び計装

設備【放⑪-2】の一部を常設重大事故等

対処設備として設置する。放⑧-2 

 

代替安全冷却水系の一部であるホース

展張車及び運搬車【放⑨-2】，補機駆動

用燃料補給設備の一部である軽油用タン

クローリ【放⑩-3】並びに計装設備の一

部【放⑪-3】を可搬型重大事故等対処設

備として配備する。放⑨-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設の各建物周辺における航空

機衝突による航空機燃料火災，化学火災

が発生した場合，航空機燃料火災，化学

火災に対応するために必要な重大事故等

対処設備を設置及び保管する。放◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放⑧-1,⑨-1,⑩-1,⑪

-1（P5 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放⑧-2,⑩-2,⑪-2

（P5 へ） 

 

 

 

放⑨-2,⑩-3,⑪-3

（P5 へ） 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書に基づ

き設備構成を基本設計方針

へ記載した。（以下同じ） 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の事業変更許可

申請書の記載に合わせて化

学火災について記載してい

るが，再処理施設特有の事

象のため発電炉では記載し

ていない。（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書に基づ

き使用する設備を基本設計

方針へ記載した。（以下同

じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書に基づ

き設置する設備を基本設計

方針へ記載した。（以下同

じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書に基づ

き配備する設備を基本設計

方針へ記載した。（以下同

じ） 

【許可からの変更点】 

文章構成の変更。 

（以下同じ） 
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大気中への放射性物質の放出に至るお

それがある場合及び航空機衝突による航

空機燃料火災，化学火災が発生した場合

の必要重大事故等対処設備として，放水

設備の他，水供給設備の第 1 貯水槽，補

機駆動用燃料補給設備の第 1 軽油貯槽及

び第 2軽油貯槽，軽油タンクローリ及び

燃料補給用可搬型ホース，計測制御設備

の可搬型放水砲圧力計等，代替安全冷却

水系のホース展張車及び運搬車を使用す

る設計とする。なお，水供給設備につい

ては第 2 章 個別項目の「7.3 その他

の主要な事項」の「7.3.8 水供給設

備」に，補機駆動用燃料補給設備につい

ては第 2 章 個別項目の「7.1.1 電気

設備」の「7.1.1.11 補機駆動用燃料補

給設備」に，計測制御設備については第

2 章 個別項目の「4.1 計測制御設備」

に，代替安全冷却水系については第 2 章 

個別項目の「7.2 給水施設及び蒸気供

給設備」の「7.2.2.3 代替安全冷却水

系」に示す。放⑧-1,2,3,⑨-1,2,3,4,⑩

-1,2,3,4,⑪-1,2,3,4 

 

放水設備は，再処理施設のうち使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分

離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス

固化建屋において重大事故等が発生し，

大気中への放射性物質の放出に至るおそ

れがある場合，大型移送ポンプ車から供

給する水を，可搬型建屋外ホースを介し

て可搬型放水砲により建物に放水できる

設計とする。放①-7 

 

また，セル又は建物へ注水できる設計

とする。放①-8 

 

放水設備は，再処理施設の各建物周辺

における航空機衝突による航空機燃料火

災，化学火災が発生した場合，大型移送

ポンプ車から水及び泡消火薬剤２ｍ３

を，可搬型建屋外ホースを介して可搬型

放水砲へ供給することで，泡消火又は放

水による消火活動を行い，航空機燃料火

災，化学火災に対応できる設計とする。

放①-9 

 

 

水供給設備については「リ．

(２)(ⅰ)(ｂ)(ロ)１） 水供給設備」

に，【放⑧-3】補機駆動用燃料補給設備

については「リ．(４)(ⅶ) 補機駆動用

燃料補給設備」に，【放⑩-4】計装設備

については「ヘ．(３)(ⅱ)(ａ) 計装設

備」に，【放⑪-4】代替安全冷却水系に

ついては「リ．(２)(ⅰ)(ｂ)(ロ)２） 

代替安全冷却水系」【放⑨-3】に示す。

放⑧-3,⑨-3,⑩-4,⑪-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放水設備は，再処理施設のうち使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分

離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス

固化建屋において重大事故等が発生し，

大気中への放射性物質の放出に至るおそ

れがある場合，大型移送ポンプ車から供

給する水を，可搬型建屋外ホースを介し

て可搬型放水砲により建物に放水できる

設計とする。放①-7 

 

また，セル又は建物へ注水できる設計

とする。放①-8 

 

放水設備は，再処理施設の各建物周辺

における航空機衝突による航空機燃料火

災，化学火災が発生した場合，大型移送

ポンプ車から供給する水を，可搬型建屋

外ホースを介して可搬型放水砲による泡

消火又は放水による消火活動を行い，航

空機燃料火災，化学火災に対応できる設

計とする。放①-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大気への放射性物質の拡散を抑制する

ための重大事故等対処設備として，原子

炉建屋放水設備は，可搬型代替注水大型

ポンプにより海水を取水し，ホース等を

経由して放水砲から原子炉建屋へ放水で

きる設計とする。 

 

原子炉建屋周辺における航空機衝突に

よる航空機燃料火災に対応するための重

大事故等対処設備として，原子炉建屋放

水設備は，可搬型代替注水大型ポンプに

より泡混合器を通して，海水を泡消火薬

剤と混合しながらホース等を経由して放

水砲から原子炉建屋周辺へ放水できる設

計とする。 

泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）は，

航空機燃料火災への泡消火に対応するた

めに必要な容量の泡消火薬剤を保管でき

る設計とする。泡消火薬剤の保有数は，

必要な容量として５m3確保し，故障時の

予備用として５m3の計10m3を保管する。 

なお，泡消火薬剤容器（大型ポンプ

用）の容量は１m3/個であり，確保され

た泡消火薬剤５m3を１m3 毎に分け５

個，予備用の泡消火薬剤５m3を１m3毎に

分け５個の計10個を保管する。 

 

放⑧-1,2,⑨-1,2,⑩-

1,2,3,⑪-1,2,3（P4

から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書に基

づきセル又は建物へ注水

できる設計を基本設計方

針へ記載した。 

【許可からの変更点】 

火災に対応するための設

計方針を明確にするた

め，記載を適正化した。 

また，「火災時に対応で

きる設計」に使用する資

機材として泡消火薬剤に

ついて，保有量とともに

記載した。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

航空機燃料火災への対応方針は同じ

であるが、設備構成が異なるため、

該当する記載がない。 

【許可からの変更点】 

設工認の章構成に合わせ

て引用先を適正化。（以

下同じ） 

【「等」の解説】 

「可搬型放水砲圧力計等」の指す内

容は，可搬型建屋内線量率計，可搬

型放水砲流量計，可搬型燃料貯蔵プ

ール等状態監視カメラ，可搬型燃料

貯蔵プール等空間線量率計（サーベ

イメータ）及び可搬型燃料貯蔵プー

ル等空間線量率計（線量率計）であ

り添付書類で示す。（以下同じ） 
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放水設備は，移動等により複数の方向

から再処理施設の各建物に向けて放水す

ることが可能な設計とする。放①-10 

 

 

 

 

 

放水設備の可搬型放水砲は，ホイール

ローダを用いて運搬できる設計とする。

放①-11 

 

建物への放水については，臨界安全に

及ぼす影響をあらかじめ考慮して行うこ

とを，保安規定に定めて，管理する。放

①-12 

 

 

 

 

 

放水設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と共

用する。放③-1 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する放水設

備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施

設における重大事故等対処に同時に対処

することを考慮し，十分な数量を確保す

ることで，共用によって重大事故等時の

対処に影響を及ぼさない設計とする。放

③-2,④-1 

 

 

 

 

 

放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型

放水砲及び可搬型建屋外ホースは，共通

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放水設備は，移動等により複数の方向

から再処理施設の各建物に向けて放水す

ることが可能な設計とする。放①-10 

 

 

 

 

 

放水設備の可搬型放水砲は，ホイール

ローダを用いて運搬できる設計とする。 

放①-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放水設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と共

用する。放③-1 

 

放水設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃

料加工施設における重大事故等対処に同

時に対処することを考慮し，十分な数量

を確保することで，共用によって重大事

故等時の対処に影響を及ぼさない設計と

する。放③-2,④-1 

 

 

 

 

 

 

放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型

放水砲及び可搬型建屋外ホースは，故障

時バックアップを含めて必要な数量を使

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放水設備は，移動等により複数の方向

から再処理施設の各建物に向けて放水す

ることを可能とする。放◇1  

 

放水設備は，再処理施設の各建物で同

時使用することを想定し，必要な台数を

配備する。放◇1  

 

 

 

 

 

建物への放水については，臨界安全に

及ぼす影響をあらかじめ考慮し，実施す

る。放①-12 

 

再処理施設の各建物周辺における航空

機衝突による航空機燃料火災，化学火災

に対応するために放水設備による消火活

動を行う。放◇1  

 

放水設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と共

用する。放◇1  

 

 

 

 

 

 

 

9.15.1.2 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18 (１) 

ａ．多様性，位置的分散」に示す。放◇7  

 

ａ．可搬型重大事故等対処設備 

放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型

放水砲及び可搬型建屋外ホースは，故障

時バックアップを含めて必要な数量を使

 

泡混合器は，航空機燃料火災に対応す

るため，可搬型代替注水大型ポンプ，放

水砲及び泡消火薬剤容器（大型ポンプ

用）に接続することで，泡消火薬剤を混

合して放水できる設計とする。また，泡

混合器の保有数は，航空機燃料火災に対

応するため，１個と故障時の予備として

１個の合計2個を保管する。 

 

可搬型代替注水大型ポンプ及び放水砲

は，設置場所を任意に設定し，複数の方

向から原子炉建屋に向けて放水できる設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

航空機燃料火災に対応する際に使

用する再処理施設の放水設備の大

型移送ポンプ車は，泡混合器内蔵

型のため，該当する記載がない。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書に基

づき臨界安全に及ぼす影

響の考慮に係る基本設計

方針を記載した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書に基

づき可搬型放水砲の運搬

に係る基本設計方針を記

載した。 

【「等」の解説】 

「移動等」とは移動や放水方向の変

更であり，複数の方向から放水する

ことの総称として許可の記載のとお

りとした。 

【許可からの変更点】 

設計方針の内容を明確にするため36

条重大事故等対処設備の基本設計方

針に記載する位置的分散に係る設計

方針を追記した。（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業指定基準規則の 33条

重大事故等対処設備の設計

方針を各 SA 設備条文に展

開して記載した。 

【許可からの変更点】 

運用要求について「保安規定に

定めて，管理する」との記載に

適正化する。 

【許可からの変更点】 

主語の明確化に伴う記載

の適正化。 
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要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないように，故障時のバック

アップを含めて必要な数量を使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化

建屋から 100ｍ以上の離隔距離を確保し

た複数の外部保管エリアに分散して保管

することで位置的分散を図る設計とす

る。放② 

 

 

 

放水設備の大型移送ポンプ車は，回転

体が飛散することを防ぐことで他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

放③-3 

 

屋外に保管する放水設備の大型移送ポ

ンプ車，可搬型放水砲及び可搬型建屋外

ホースは，竜巻により飛来物とならない

よう必要に応じて固縛等の措置をとるこ

とで他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。放③-4 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する大気中

への放射性物質の放出を抑制するために

使用する放水設備の大型移送ポンプ車

は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処

理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル

廃液ガラス固化建屋の最高点である屋上

全般にわたって放水設備の可搬型放水砲

で放水するための水を供給する設計とす

る。放③-5,④-2 

 

放水設備の可搬型放水砲で放水する最

大の流量が約 900ｍ３／ｈであり，放水

設備の可搬型放水砲の２台同時放水を可

能にするために，放水設備の大型移送ポ

ンプ車は，必要な容量を有する設計とす

るとともに，保有数は，必要数並びに予

備として故障時のバックアップ及び点検

保守による待機除外時のバックアップを

含め十分な台数を確保する設計とする。

用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建

屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液

ガラス固化建屋から 100ｍ以上の離隔距

離を確保した複数の外部保管エリアに分

散して保管することで位置的分散を図

る。放② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外に保管する放水設備の大型移送ポ

ンプ車，可搬型放水砲及び可搬型建屋外

ホースは，竜巻により飛来物とならない

よう必要に応じて固縛等の措置をとるこ

とで他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。放③-4 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する大気中

への放射性物質の放出を抑制するために

使用する放水設備の大型移送ポンプ車

は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処

理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル

廃液ガラス固化建屋の最高点である屋上

全般にわたって放水設備の可搬型放水砲

で放水するための水を供給する。放③-

5,④-2 

 

放水設備の可搬型放水砲で放水する最

大の流量が約 900ｍ３／ｈであり，放水

設備の可搬型放水砲の２台同時放水を可

能にするために，放水設備の大型移送ポ

ンプ車は，約 1,800ｍ３／ｈ【放□1 】の

送水流量を有する設計とするとともに，

保有数は，必要数として８台，【放□1 】

予備として故障時及び保守点検による待

機除外時バックアップを９台の合計 17

用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建

屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液

ガラス固化建屋から 100ｍ以上の離隔距

離を確保した複数の外部保管エリアに分

散して保管することで位置的分散を図

る。放◇1  

 

 

(２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18 (１) 

ｂ．悪影響防止」に示す。放◇7  

ａ．可搬型重大事故等対処設備 

放水設備の大型移送ポンプ車は，回転

体が飛散することを防ぐことで他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

放③-3 

 

屋外に保管する放水設備の大型移送ポ

ンプ車，可搬型放水砲及び可搬型建屋外

ホースは，竜巻により飛来物とならない

よう必要に応じて固縛等の措置をとるこ

とで他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。放◇1  

 

(３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18 (２) 

個数及び容量」に示す。放◇7  

ａ．可搬型重大事故等対処設備 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する大気中

への放射性物質の放出を抑制するために

使用する放水設備の大型移送ポンプ車

は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処

理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル

廃液ガラス固化建屋の最高点である屋上

全般にわたって可搬型放水砲で放水する

ための水を供給する。放◇1  

 

 

放水設備の可搬型放水砲で放水する最

大の流量が約 900ｍ３／ｈであり，放水

設備の可搬型放水砲の２台同時放水を可

能にするために，放水設備の大型移送ポ

ンプ車は，約 1,800ｍ３／ｈの送水流量

を有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として８台，予備として故障

時及び保守点検による待機除外時バック

アップを９台の合計 17台以上を確保す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

仕様表対象設備の具体的な

仕様は仕様表にて示すた

め，個数，容量については

基本設計方針に記載しな

い。（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「固縛等」が指す具体的内容は設備

によって異なり，添付書類において

明確化するため，基本設計方針では

等のままとした。（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業指定基準規則の 33条

重大事故等対処設備の設計

方針を各 SA 設備条文に展

開して記載した。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化（「保守点

検」を「点検保守」へ変

更及び統一）。（以下同

じ） 
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放③-6,④-3 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する再処理

施設の各建物周辺における航空機衝突に

よる航空機燃料火災，化学火災に使用す

る放水設備の大型移送ポンプ車は，再処

理施設の各建物周辺における航空機衝突

による航空機燃料火災，化学火災に対応

するために放水設備の可搬型放水砲で放

水するための水及び泡消火薬剤を供給す

る設計とする。放③-7,④-4 

 

放水設備の可搬型放水砲で放水する最

大の流量が約 900ｍ３／ｈに対して放水

設備の大型移送ポンプ車は，必要な容量

を有する設計とする。放③-8,④-5 

 

 

再処理施設の各建物周辺における航空

機衝突による航空機燃料火災，化学火災

に使用する放水設備の大型移送ポンプ車

の必要数は２台であり，大気中への放射

性物質の放出を抑制するために使用する

放水設備の大型移送ポンプ車を使用する

設計とする。放③-9,④-6 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する大気中

への放射性物質の放出を抑制するために

使用する放水設備の可搬型放水砲は，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建

屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液

ガラス固化建屋の最高点である屋上全般

にわたって放水するために必要な容量を

有する設計とするとともに，保有数は，

必要数及び予備として故障時のバックア

ップを含め十分な台数を確保する設計と

する。放③-10,④-7 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する再処理

施設の各建物周辺における航空機衝突に

よる航空機燃料火災，化学火災に使用す

る放水設備の可搬型放水砲は，再処理施

設の各建物周辺における航空機衝突によ

る航空機燃料火災，化学火災に対応する

ために必要な容量を有する設計とする。

放③-11,④-8 

 

再処理施設の各建物周辺における航空

台以上【放□1 】を確保する。放③-6,④-

3 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する再処理

施設の各建物周辺における航空機衝突に

よる航空機燃料火災，化学火災に使用す

る放水設備の大型移送ポンプ車は，再処

理施設の各建物周辺における航空機衝突

による航空機燃料火災，化学火災に対応

するために放水設備の可搬型放水砲で放

水するための水を供給する。放③-7,④-

4 

 

放水設備の可搬型放水砲で放水する最

大の流量が約 900ｍ３／ｈに対して放水

設備の大型移送ポンプ車は，約 1,800ｍ
３／ｈ【放□1 】の送水流量を有する設計

とする。放③-8,④-5 

 

再処理施設の各建物周辺における航空

機衝突による航空機燃料火災，化学火災

に使用する放水設備の大型移送ポンプ車

の必要数は２台であり，大気中への放射

性物質の放出を抑制するために使用する

放水設備の大型移送ポンプ車を兼用す

る。放③-9,④-6 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する大気中

への放射性物質の放出を抑制するために

使用する放水設備の可搬型放水砲は，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建

屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液

ガラス固化建屋の最高点である屋上全般

にわたって放水するために必要な容量を

有する設計とするとともに，保有数は，

必要数として７台，【放□1 】予備として

故障時バックアップを７台の合計 14 台

以上【放□1 】を確保する。放③-10,④-7 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する再処理

施設の各建物周辺における航空機衝突に

よる航空機燃料火災，化学火災に使用す

る放水設備の可搬型放水砲は，再処理施

設の各建物周辺における航空機衝突によ

る航空機燃料火災，化学火災に対応する

ために必要な容量を有する設計とする。

放③-11,④-8 

 

再処理施設の各建物周辺における航空

る。放◇1  

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する再処理

施設の各建物周辺における航空機衝突に

よる航空機燃料火災，化学火災に使用す

る放水設備の大型移送ポンプ車は，再処

理施設の各建物周辺における航空機衝突

による航空機燃料火災，化学火災に対応

するために放水設備の可搬型放水砲で放

水するための水を供給する。放◇1  

 

 

放水設備の可搬型放水砲で放水する最

大の流量が約 900ｍ３／ｈに対して放水

設備の大型移送ポンプ車は，約 1,800ｍ
３／ｈの送水流量を有する設計とする。

放◇1  

 

再処理施設の各建物周辺における航空

機衝突による航空機燃料火災，化学火災

に使用する放水設備の大型移送ポンプ車

の必要数は２台であり，大気中への放射

性物質の放出を抑制するために使用する

放水設備の大型移送ポンプ車を兼用す

る。放◇1  

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する大気中

への放射性物質の放出を抑制するために

使用する放水設備の可搬型放水砲は，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建

屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液

ガラス固化建屋の最高点である屋上全般

にわたって放水するために必要な容量を

有する設計とするとともに，保有数は，

必要数として７台，予備として故障時バ

ックアップを７台の合計 14 台以上を確

保する。放◇1  

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する再処理

施設の各建物周辺における航空機衝突に

よる航空機燃料火災，化学火災に使用す

る放水設備の可搬型放水砲は，再処理施

設の各建物周辺における航空機衝突によ

る航空機燃料火災，化学火災に対応する

ために必要な容量を有する設計とする。 

放◇1  

 

再処理施設の各建物周辺における航空

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業指定基準規則の 33条

重大事故等対処設備の設計

方針を各 SA 設備条文に展

開して記載した。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。（「兼用

する」を「使用する」へ

変更）。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

「放水するための水」に

ついての記載の適正化。 
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機衝突による航空機燃料火災，化学火災

に使用する放水設備の可搬型放水砲の必

要数は１台であり，大気中への放射性物

質の放出を抑制するために使用する放水

設備の可搬型放水砲を使用する設計とす

る。放③-12,④-9 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する放水設

備の可搬型建屋外ホースは，重大事故等

への対処に必要となる流路を確保するた

め，保有数は，必要数及び予備として故

障時のバックアップを含め十分な数量を

確保する設計とする。放③-13,④-10 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する放水設

備のホイールローダの保有数は，必要数

として３台並びに予備として故障時のバ

ックアップ及び点検保守による待機除外

時のバックアップを４台の合計７台を確

保する設計とする。放③-14,④-11 

 

 

 

 

 

放水設備の大型移送ポンプ車及び可搬

型放水砲は，汽水の影響に対して耐腐食

性材料を使用する設計とする。放⑤-1 

 

屋外に保管する放水設備の大型移送ポ

ンプ車及び可搬型放水砲は，風（台風）

及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻

による風荷重を考慮し，当該設備の転倒

防止，固縛等の措置を講じて保管する設

計とする。放⑤-2 

 

屋外に保管する放水設備の可搬型建屋

外ホースは，風（台風）及び竜巻に対し

て，風（台風）及び竜巻による風荷重を

考慮し，収納するコンテナ等に対して転

倒防止，固縛等の措置を講じて保管する

設計とする。放⑤-3 

 

地震を要因とする重大事故等が発生し

た場合に対処に用いる放水設備の大型移

送ポンプ車は，第１章 共通項目の「9.2 

重大事故等対処設備」の「9.2.7 地震を

要因とする重大事故等に対する施設の耐

震設計」に基づく設計とすることで，重

機衝突による航空機燃料火災，化学火災

に使用する放水設備の可搬型放水砲の必

要数は１台であり，大気中への放射性物

質の放出を抑制するために使用する放水

設備の可搬型放水砲を兼用する。放③-

12,④-9 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する放水設

備の可搬型建屋外ホースは，重大事故等

への対処に必要となる流路を確保するた

めの必要数を確保することに加えて，予

備として故障時バックアップを確保す

る。放③-13,④-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放水設備の大型移送ポンプ車及び可搬

型放水砲は，汽水の影響に対して耐腐食

性材料を使用する設計とする。放⑤-1 

 

屋外に保管する放水設備の大型移送ポ

ンプ車及び可搬型放水砲は，風（台風）

及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻

による風荷重を考慮し，当該設備の転倒

防止，固縛等の措置を講じて保管する設

計とする。放⑤-2 

 

屋外に保管する放水設備の可搬型建屋

外ホースは，風（台風）及び竜巻に対し

て，風（台風）及び竜巻による風荷重を

考慮し，収納するコンテナ等に対して転

倒防止，固縛等の措置を講じて保管する

設計とする。放⑤-3 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる放水設備の大型移送ポンプ車

は，「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)（ホ） 地震を

要因とする重大事故等に対する施設の耐

震設計」に基づく設計とすることでその

機能を損なわない設計とする。放⑤-4 

機衝突による航空機燃料火災，化学火災

に使用する放水設備の可搬型放水砲の必

要数は１台であり，大気中への放射性物

質の放出を抑制するために使用する放水

設備の可搬型放水砲を兼用する。放◇1  

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する放水設

備の可搬型建屋外ホースは，重大事故等

への対処に必要となる流路を確保するた

めの必要数を確保することに加えて，予

備として故障時バックアップを確保す

る。放◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18 (３) 

環境条件等」に示す。放◇7  

ａ．可搬型重大事故等対処設備 

放水設備の大型移送ポンプ車及び可搬

型放水砲は，汽水の影響に対して耐腐食

性材料を使用する設計とする。放◇1  

 

屋外に保管する放水設備の大型移送ポ

ンプ車及び可搬型放水砲は，風（台風）

及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻

による風荷重を考慮し，当該設備の転倒

防止，固縛等の措置を講じて保管する設

計とする。放◇1  

 

屋外に保管する放水設備の可搬型建屋

外ホースは，風（台風）及び竜巻に対し

て，風（台風）及び竜巻による風荷重を

考慮し，収納するコンテナ等に対して転

倒防止，固縛等の措置を講じて保管する

設計とする。放◇1  

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる放水設備の大型移送ポンプ車

は，「1.7.18（５） 地震を要因とする

重大事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とすることでその機能を損な

わない設計とする。放◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放③-14,④-11 

（P13 より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

コンテナ等」とは屋外に保管する可

搬型重大事故等対処設備を収納する

ための手段のうち，保管庫以外の手

段の総称として示した記載であるこ

とから許可の記載を用いた。（以下

同じ） 

【許可からの変更点】 

基本設計方針対象設備の個数

については，許可本文に記載

の個数を踏まえ基本設計方針

にて記載する。（以下同じ） 
（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業指定基準規則の 33条

重大事故等対処設備の設計

方針を各 SA 設備条文に展

開して記載した。 

【許可からの変更点】 

可搬型建屋外ホースにつ

いては、具体的な数量を

仕様表にて示すため，大

型移送ポンプ車等の保有

数と同じ表現に適正化し

た。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

設計方針の内容を明確に

するため 33 条重大事故等

対処設備の基本設計方針

に記載する環境条件等に

係る内容を適正化した。

（以下同じ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

 第四十四条 （工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備）（10 / 29） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。放⑤-4 

 

放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型

放水砲及び可搬型建屋外ホースは，内部

発生飛散物の影響を考慮し，外部保管エ

リアの内部発生飛散物の影響を受けない

場所に保管することにより，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。放⑤-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放水設備の大型移送ポンプ車及び可搬

型放水砲は，想定される重大事故等が発

生した場合においても操作に支障がない

ように線量率の高くなるおそれの少ない

屋外で操作可能な設計とする。放⑤-6 

 

 

 

 

放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型

放水砲及び可搬型建屋外ホースは，簡便

なコネクタ接続に統一することにより，

速やかに，容易かつ確実に現場での接続

が可能な設計とする。放⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型

放水砲及び可搬型建屋外ホースは，内部

発生飛散物の影響を考慮し，外部保管エ

リアの内部発生飛散物の影響を受けない

場所に保管することにより，機能を損な

わない設計とする。放⑤-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放水設備の大型移送ポンプ車及び可搬

型放水砲は，想定される重大事故等が発

生した場合においても操作に支障がない

ように線量率の高くなるおそれの少ない

屋外で操作可能な設計とする。放⑤-6 

 

 

 

 

放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型

放水砲及び可搬型建屋外ホースは，簡便

なコネクタ接続に統一することにより，

現場での接続が可能な設計とする。放⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型

放水砲及び可搬型建屋外ホースは，内部

発生飛散物の影響を考慮し，外部保管エ

リアの内部発生飛散物の影響を受けない

場所に保管することにより，機能を損な

わない設計とする。放◇1  

 

放水設備の大型移送ポンプ車及び可搬

型放水砲は，積雪及び火山の影響に対し

て，積雪に対しては除雪する手順を，火

山の影響（降下火砕物による積載荷重）

に対しては除灰する手順を整備する。 

放◇8  

 

放水設備の可搬型建屋外ホースは，コ

ンテナ等に収納して保管し，積雪及び火

山の影響に対して，積雪に対しては除雪

する手順を，火山の影響（降下火砕物に

よる積載荷重）に対しては除灰する手順

を整備する。放◇8  

 

放水設備の大型移送ポンプ車及び可搬

型放水砲は，想定される重大事故等が発

生した場合においても操作に支障がない

ように線量率の高くなるおそれの少ない

屋外で操作可能な設計とする。放◇1  

 

(５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18 (４) 

ａ．操作性の確保」に示す。放◇7  

放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型

放水砲及び可搬型建屋外ホースは，コネ

クタ接続に統一することにより，現場で

の接続が可能な設計とする。放◇1  

 

9.15.1.3 主要設備の仕様 

放水設備の主要設備の仕様を第 9.15

－１表に示す。放◇10 

 

9.15.1.4 系統構成及び主要設備 

再処理施設の各建物で重大事故等が発

生し，大気中への放射性物質の放出に至

るおそれがある場合において，大気中へ

の放射性物質の放出抑制及び再処理施設

の各建物周辺における航空機衝突による

航空機燃料火災，化学火災の対応を行う

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

設計方針の内容を明確にするた

め 33 条重大事故等対処設備の

基本設計方針に記載する操作性

に係る内容を追記した。（以下

同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業指定基準規則の 33条

重大事故等対処設備の設計

方針を各 SA 設備条文に展

開して記載した。 
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 第四十四条 （工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備）（11 / 29） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ための重大事故等対処設備として，放水

設備を使用する。放◇1   

 

放水設備は，大型移送ポンプ車，可搬

型放水砲，ホイールローダ及び可搬型建

屋外ホースで構成する。放◇1   

 

放射性物質の放出を抑制するための対

処では，放水設備に加えて水供給設備の

一部である第１貯水槽，代替安全冷却水

系の一部であるホース展張車及び運搬

車，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽

及び軽油用タンクローリ，計装設備の一

部である可搬型放水砲流量計，可搬型放

水砲圧力計，可搬型建屋内線量率計，可

搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（サ

ーベイメータ）及び可搬型燃料貯蔵プー

ル等空間線量率計（線量計）を使用す

る。放◇2 ,◇3 ,◇4 ,◇5 ,◇6  

 

航空機燃料火災，化学火災への対処で

は，放水設備に加えて，水供給設備の一

部である第１貯水槽，代替安全冷却水系

の一部であるホース展張車及び運搬車，

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽及び

軽油用タンクローリ及び計装設備の一部

である可搬型放水砲流量計及び可搬型放

水砲圧力計を使用する。放

◇2 ,◇3 ,◇4 ,◇5 ,◇6  

 

水供給設備の一部である第１貯水槽及

び補機駆動用燃料補給設備の一部である

軽油貯槽を常設重大事故等対処設備とし

て設置する。放◇1  

 

代替安全冷却水系の一部であるホース

展張車及び運搬車，補機駆動用燃料補給

設備の一部である軽油用タンクローリ並

びに計装設備の一部である可搬型放水砲

流量計，可搬型放水砲圧力計，可搬型建

屋内線量率計，可搬型燃料貯蔵プール等

空間線量率計（サーベイメータ）及び可

搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線

量計）を可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。放◇2 ,◇3 ,◇6  

 

水供給設備については「9.4.2.1.4 系

統構成及び主要設備」に，補機駆動用燃

料補給設備については「9.14.4 系統構
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放水設備の大型移送ポンプ車は，通常

時において，重大事故等への対処に必要

な機能を確認するため，外観点検，員数

確認，性能確認，分解点検等が可能な設

計とする。また，当該機能を健全に維持

するため，保修等が可能な設計とする。

放⑦-1 

 

放水設備の大型移送ポンプ車は，車両

として運転状態の確認が可能な設計とす

る。また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。放⑦-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放水設備の大型移送ポンプ車は，再処

理施設の運転中又は停止中に外観点検，

員数確認，性能確認，分解点検等が可能

な設計とする。放⑦-1 

 

 

 

 

放水設備の大型移送ポンプ車は，車両

として運転状態の確認が可能な設計とす

る。放⑦-2 

 

成」に，代替安全冷却水系については，

「9.5.2.1.2 系統構成及び主要設備」

に，及び計装設備については「6.2.1.4 

系統構成及び主要設備」に示す。放◇1  

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理

建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃

液ガラス固化建屋において重大事故等が

発生し，大気中への放射性物質の放出に

至るおそれがある場合，放射性物質の放

出を抑制するために，可搬型放水砲の設

置場所を任意に設定し，大型移送ポンプ

車から供給する水を，可搬型建屋外ホー

スを介して可搬型放水砲へ供給し，建物

へ放水できる設計とする。放◇1  

 

また，セル又は建物へ注水できる設計

とする。放◇1  

 

再処理施設の各建物周辺における航空

機衝突による航空機燃料火災，化学火災

の対応を行うために，可搬型放水砲の設

置場所を任意に設定し，大型移送ポンプ

車から供給する水を，可搬型建屋外ホー

スを介して可搬型放水砲へ供給し，泡消

火又は放水による消火活動ができる設計

とする。放◇1  

 

可搬型放水砲は，ホイールローダを用

いて運搬できる設計とする。放◇1  

 

水設備の系統概要図を第 9.15－１図

及び第 9.15－２図に示す。放◇9  

 

9.15.1.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18 (４) 

ｂ．試験・検査性」に示す。放◇7  

放水設備の大型移送ポンプ車は，再処

理施設の運転中又は停止中に外観点検，

員数確認，性能確認，分解点検等が可能

な設計とする。放◇1  

 

 

 

放水設備の大型移送ポンプ車は，車両

として運転状態の確認が可能な設計とす

る。放◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「外観点検，員数確認，性能確

認，分解点検等」が指す具体的な

内容は，保安規定に基づく管理に

おいて明確化するため，基本設計

方針では等とした。（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業指定基準規則の 33条

重大事故等対処設備の設計

方針を各 SA 設備条文に展

開して記載した。 

【「等」の解説】 

「当該機能を健全に維持

するため，保修等」が指

す具体的な内容は，保安

規定に基づく管理におい

て明確化するため，基本

設計方針では等とした。

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

設計方針の内容を明確にするた

め，33 条重大事故等対処設備の

基本設計方針に記載する試験・

検査に係る内容を追記した。

（以下同じ） 
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放水設備の可搬型放水砲は，通常時に

おいて，重大事故等への対処に必要な機

能を確認するため，外観の確認が可能な

設計とする。また，当該機能を健全に維

持するため，取替え等が可能な設計とす

る。放⑦-3 

 

 

 

 

 

放水設備の可搬型放水砲は，再処理施

設の運転中又は停止中に外観の確認が可

能な設計とする。放⑦-3 

 

 

 

 

(イ) 主要な設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

大型移送ポンプ車（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用） 

17台（予備として故障時及び待機除外

時のバックアップを９台） 

容量約1,800ｍ３／ｈ／台放□1  

 

可搬型放水砲（ＭＯＸ燃料加工施設と

共用） 

14台（予備として故障時のバックアッ

プを７台）放□1  

 

ホイールローダ（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用） 

７台（予備として故障時及び待機除外

時のバックアップを４台）放③

-14,④-11 

 

可搬型建屋外ホース（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用） 

１式放□1  

 

放水設備の可搬型放水砲は，再処理施

設の運転中又は停止中に外観の確認が可

能な設計とする。放◇1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放③-14,④-11 

（P9 へ） 

 

 

【「等」の解説】 

「取替え等」が指す具体的な内容

は，保安規定に基づく管理におい

て明確化するため，基本設計方針

では等とした。（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業指定基準規則の 33条

重大事故等対処設備の設計

方針を各 SA 設備条文に展

開して記載した。 
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7.3.7.2 注水設備 

再処理施設のうち使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋において重大事故等が発生し，

工場等外への放射線の放出に至るおそれ

がある場合，燃料貯蔵プール等へ注水

し，放射線の放出を抑制するために必要

な重大事故等対処設備として，注水設備

を設ける設計とする。注①-3 

 

注水設備は，大型移送ポンプ車，可搬

型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホース

で構成する。注①-4,6 

 

 

大型移送ポンプ車及び可搬型建屋外ホ

ースは，放水設備と兼用し，可搬型建屋

内ホースは使用済燃料の受入れ及び貯蔵

に係る施設のスプレイ設備と兼用する設

計とする。注①-5,6,⑧-1,2,⑩-1 

 

水供給設備の一部である第１貯水槽を

常設重大事故等対処設備として設置す

る。注⑨-2 

 

放射線の放出を抑制するための対処で

は，放水設備の一部である大型移送ポン

プ車及び可搬型建屋外ホース，水供給設

備の一部である第１貯水槽，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設に係るスプレ

イ設備の一部である可搬型建屋内ホー

ス，代替安全冷却水系の一部であるホー

ス展張車及び運搬車を使用する。注①-

6,⑨-1,⑩-2,⑪-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施

設のスプレイ設備の一部である可搬型建

リ．その他再処理設備の附属施設の構造

及び設備 

(ロ) 重大事故等対処設備 

 

 

(ｂ) 注水設備 

再処理施設のうち使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋において重大事故等が発生し，

工場等外への放射線の放出に至るおそれ

がある場合，燃料貯蔵プール等へ注水

し，放射線の放出を抑制するために必要

な重大事故等対処設備を設置及び保管す

る。注①-3 

 

注水設備は，大型移送ポンプ車，可搬

型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホース

で構成する。注①-4 

 

 

大型移送ポンプ車及び可搬範型建屋外

ホースは，放水設備と兼用し，可搬型建

屋内ホースはスプレイ設備と兼用する。 

注①-5,⑧-1,⑩-1 

 

 

 

 

 

 

放射線の放出を抑制するための対処で

は，放水設備の一部である大型移送ポン

プ車及び可搬型建屋外ホース【注⑧-

2】，水供給設備の一部である第１貯水

槽【注⑨-1】，スプレイ設備の一部であ

る可搬型建屋内ホース【注⑩-2】，代替

安全冷却水系の一部であるホース展張車

及び運搬車【注⑪-1】，補機駆動用燃料

補給設備の軽油貯槽及び軽油用タンクロ

ーリ【注⑫-1】並びに計装設備の一部

【注⑬-1】を使用する。注①-6 

 

水供給設備の一部である第１貯水槽

【注⑨-2】，補機駆動用燃料補給設備の

一部である軽油貯槽【注⑫-2】及び計装

設備の一部【注⑬-2】を常設重大事故等

対処設備として設置する。注⑨-2 

 

放水設備の一部である大型移送ポンプ

車及び可搬型建屋外ホース【注⑧-2】，

 

 

 

9.15 放出抑制設備 

9.15.2 注水設備 

9.15.2.1 概 要 

再処理施設のうち使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋において重大事故等が発生し，

工場等外への放射線の放出に至るおそれ

がある場合，放射線の放出を抑制するた

めに必要な重大事故等対処設備を設置及

び保管する。注◇1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 代替燃料プール注水系 

（使用済燃料プールの冷却機能又は注水
機能の喪失、または使用済燃料プールか
らの水の漏えいに対処するための重大事
故等対処設備に係る内容であるため省
略） 

また，使用済燃料プールからの大量の

水の漏えいその他の要因により使用済燃

料プールの水位が異常に低下した場合に

おいて，使用済燃料プール内の燃料体等

の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界

を防止するために必要な重大事故等対処

設備として代替燃料プール注水系を設け

る設計とする。 

（静的サイフォンブレーカに係る内容で
あるため省略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注⑫-1,⑬-1（P15

へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注⑫-2,⑬-2（P15

へ） 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「燃料貯蔵プール等」とは燃料取出

しピット，燃料仮置きピット，燃料

移送水路，燃料貯蔵プール，チャン

ネルボックス・バーナブルポイズン

取扱ピット及び燃料送出しピットで

あり，42 条「1.使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設」で示すため，

許可の記載のとおりとした。（以下

同じ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社の燃料貯蔵プール内の使用済燃

料の著しい損傷の進行を緩和につい

てはスプレイ設備による設計として

おり、別項目「1.2.2 スプレイ設

備」にて記載するため。また、当社

の臨界防止は臨界防止設備による設

計としており、別項目「1.2.4 臨界

防止設備」にて記載するため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書に基づ

き兼用する設備を基本設計

方針へ記載した。（以下同

じ） 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。（以下同じ） 
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屋内ホース，代替安全冷却水系の一部で

あるホース展張車及び運搬車を可搬型重

大事故等対処設備として配備する。注⑩

-3,⑪-2 

 

 

 

 

 

工場等外への放射線の放出に至るおそ

れがある場合の重大事故等対処設備とし

て，注水設備の他，放水設備の大型移送

ポンプ車及び可搬型建屋外ホース，水供

給設備の第 1 貯水槽，スプレイ設備の可

搬型建屋内ホース，代替安全冷却水系の

ホース展張車及び運搬車，補機駆動用燃

料補給設備の第 1 軽油貯槽及び第 2軽油

貯槽，軽油タンクローリ及び燃料補給用

可搬型ホース，計測制御設備の可搬型放

水砲圧力計等を使用する設計とする。な

お，放水設備については第 2 章 個別項

目の「7.3 その他の主要な事項」の

「7.3.1 放水設備」に，水供給設備に

ついては第 2 章 個別項目の「7.3 そ

の他の主要な事項」の「7.3.8 水供給

設備」に，使用済燃料の受入れ及び貯蔵

に係る施設のスプレイ設備については第

1 章 個別項目の「1.2 使用済燃料の貯

蔵施設」の「1.2.1.7 スプレイ設備」

に，代替安全冷却水系については第 2 章 

個別項目の「7.2 給水施設及び蒸気供

給設備」の「7.2.2.3 代替安全冷却水

系」に，補機駆動用燃料補給設備につい

ては第 2 章 個別項目の「7.1.1 電気

設備」の「7.1.1.11 補機駆動用燃料補

給設備」に，計測制御設備については第

2 章 個別項目の「4.1 計測制御設備」

に示す。注⑧-3,⑨-3,⑩-4,⑪-3,⑫-

1,2,3,4,⑬-1,2,3,4 

 

注水設備は，燃料貯蔵プール等からの

大量の水の漏えいその他の要因により燃

料貯蔵プール等の水位が異常に低下し，

工場等外への放射線の放出に至るおそれ

がある場合，工場等外への放射線の放出

を抑制するために，大型移送ポンプ車か

ら供給する水を，可搬型建屋外ホース及

び可搬型建屋内ホースを介して燃料貯蔵

プール等へ注水できる設計とする。注①

スプレイ設備の一部である可搬型建屋内

ホース【注⑩-3】，代替安全冷却水系の

一部であるホース展張車及び運搬車【注

⑪-2】，補機駆動用燃料補給設備の一部

である軽油用タンクローリ【注⑫-3】並

びに計装設備の一部【注⑬-3】を可搬型

重大事故等対処設備として配備する。注

①-6,⑧-2,⑩-3,⑪-2,⑫-3,⑬-3 

 

放水設備については，「リ．

(４)(ⅷ)(ａ) 放水設備」に，【注⑧-

3】水供給設備については「リ

(２)(ⅰ)(ｂ)(ロ)１） 水供給設備」

に，【注⑨-3】スプレイ設備については

「ハ．(２)(ⅱ)(ｂ) スプレイ設備」

に，【注⑩-4】代替安全冷却水系につい

ては「リ．(２)(ⅰ)(ｂ)(ロ)２） 代替

安全冷却水系」に，【注⑪-3】補機駆動

用燃料補給設備については「リ．

(４)(ⅶ) 補機駆動用燃料補給設備」

に，【注⑫-4】計装設備については

「ヘ．(３)(ⅱ)(ａ) 計装設備」【注⑬

-4】に示す。注⑧-3,⑨-3,⑩-4,⑪-3,⑫

-4,⑬-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注水設備は，再処理施設のうち使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋において重大事故

等が発生し，工場等外への放射線の放出

に至るおそれがある場合，大型移送ポン

プ車から供給する水を可搬型建屋外ホー

ス及び可搬型建屋内ホースを介し，燃料

貯蔵プール等へ水を注水できる設計とす

る。注①-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注水設備は，第１貯水槽の水を大型移

送ポンプ車で供給し，可搬型建屋外ホー

ス及び可搬型建屋内ホースを介し，燃料

貯蔵プール等へ注水を行う。注◇1   

 

 

9.15.2.2 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18 (１) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.1 代替燃料プール注水系（注水ラ

イン）を使用した使用済燃料プール注水 

（常設低圧代替注水系ポンプによる使用
済燃料プールの注水機能の内容であるた
め省略） 
(2) 可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬

型代替注水大型ポンプによる代替燃料プ

ール注水系（注水ライン） 

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型

代替注水大型ポンプによる代替燃料プー

ル注水系（注水ライン）は，可搬型代替

注水中型ポンプ（直列 2 台）により西

側淡水貯水設備の水を，可搬型代替注水

大型ポンプにより代替淡水貯槽の水を代

替燃料プール注水系配管等を経由して使

用済燃料プールへ注水することにより，

使用済燃料プールの水位を維持できる設

計とする。 

（電源供給，臨界防止に係る設計方針及
び可搬型代替注水大型ポンプの駆動方式
に係る設計方針のため省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注①-7 

（P20 から） 
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注水設備の大型移送ポンプ車は，共通

要因によって補給水設備と同時にその機

能が損なわれるおそれがないように，電

動駆動ポンプにより構成される補給水設

備とは異なる駆動方式である水冷式のデ

ィーゼルエンジンにより駆動し，必要な

燃料は，補機駆動用燃料補給設備からの

補給が可能な設計とすることで，補給水

設備に対して多様性を有する設計とす

る。注②-1 

 

 

注水設備の大型移送ポンプ車，可搬型

建屋外ホース及び可搬型建屋内ホース

は，共通要因によって補給水設備と同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

うに，故障時のバックアップを含めて必

要な数量を補給水設備が設置される建屋

から 100ｍ以上の離隔距離を確保した複

数の外部保管エリアに分散して保管する

ことで位置的分散を図る設計とする。注

②-2 

 

 

 

 

 

注水設備の大型移送ポンプ車は，回転

体が飛散することを防ぐことで他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。注③

-1 

 

屋外に保管する注水設備の大型移送ポ

ンプ車，可搬型建屋外ホース及び可搬型

建屋内ホースは，竜巻により飛来物とな

らないよう必要に応じて固縛等の措置を

とることで他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。注③-2 

 

 

 

 

 

注水設備の大型移送ポンプ車は，燃料

貯蔵プール等へ大容量の注水を行うため

の必要な容量を有する設計とする。 

注④-1 

 

 

注水設備の大型移送ポンプ車は，補給

水設備と共通要因によって同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，電動

駆動ポンプにより構成される補給水設備

とは異なる駆動方式である水冷式のディ

ーゼルエンジンにより駆動し，必要な燃

料は，補機駆動用燃料補給設備からの補

給が可能な設計とすることで補給水設備

に対して，多様性を有する設計とする。 

注②-1 

 

 

注水設備の大型移送ポンプ車，可搬型

建屋外ホース及び可搬型建屋内ホース

は，補給水設備と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

うに，故障時バックアップを含めて必要

な数量を補給水設備が設置される建屋か

ら 100ｍ以上の離隔距離を確保した複数

の外部保管エリアに分散して保管するこ

とで位置的分散を図る。注②-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外に保管する注水設備の大型移送ポ

ンプ車，可搬型建屋外ホース及び可搬型

建屋内ホースは，竜巻により飛来物とな

らないよう必要に応じて固縛等の措置を

とることで他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。注③-2 

 

 

 

 

 

注水設備の大型移送ポンプ車は，燃料

貯蔵プール等へ大容量の注水を行うため

の流量として約 1,800ｍ３／ｈ【注□1 】

の送水流量を有する設計とする。注④-1 

ａ．多様性，位置的分散」に示す。注◇8  

ａ．可搬型重大事故等対処設備 

注水設備の大型移送ポンプ車は，補給

水設備と共通要因によって同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，電動

駆動ポンプにより構成される補給水設備

とは異なる駆動方式である水冷式のディ

ーゼルエンジンにより駆動し，必要な燃

料は，補機駆動用燃料補給設備からの補

給が可能な設計とすることで補給水設備

に対して，多様性を有する設計とする。 

注◇1   

 

 

注水設備の大型移送ポンプ車，可搬型

建屋外ホース及び可搬型建屋内ホース

は，補給水設備と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

うに，故障時バックアップを含めて必要

な数量を補給水設備が設置される建屋か

ら 100ｍ以上の離隔距離を確保した複数

の外部保管エリアに分散して保管するこ

とで位置的分散を図る。注◇1   

 

 

(２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18 (１) 

ｂ．悪影響防止」に示す。注◇8  

ａ．可搬型重大事故等対処設備 

注水設備の大型移送ポンプ車は，回転

体が飛散することを防ぐことで他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。注③

-1 

 

屋外に保管する注水設備の大型移送ポ

ンプ車，可搬型建屋外ホース及び可搬型

建屋内ホースは，竜巻により飛来物とな

らないよう必要に応じて固縛等の措置を

とることで他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。注◇1   

 

(３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18 (２) 

個数及び容量」に示す。注◇8  

ａ．可搬型重大事故等対処設備 

注水設備の大型移送ポンプ車は，燃料

貯蔵プール等へ大容量の注水を行うため

の流量として約 1,800ｍ３／ｈの送水流

量を有する設計とする。注◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業指定基準規則の 33条重

大事故等対処設備の設計方

針を各 SA設備条文に展開し

て記載した。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。（「共通

要因によって」の記載箇

所を変更。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 
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注水設備の大型移送ポンプ車の必要数

は２台であり，「7.13.1 放水設備」の

大型移送ポンプ車を兼用する設計とす

る。注④-2 

 

燃料貯蔵プール等への水のスプレイで

使用する大型移送ポンプ車は，燃料貯蔵

プール等へ水をスプレイするために必要

な容量を有する設計とするとともに，保

有数は，必要数として２台であり，

「7.13.1 放水設備」の大型移送ポンプ

車を兼用する設計とする。注④-3 

 

 

注水設備の可搬型建屋外ホースは，重

大事故等への対処に必要となる流路を確

保するため，保有数は，必要数及び予備

として故障時のバックアップを含め十分

な数量を確保する設計とする。注④-4 

 

注水設備の可搬型建屋外ホースは，

「7.13.1 放水設備」の可搬型建屋外ホ

ースと兼用する設計とする。注④-5 

 

 

注水設備の可搬型建屋内ホースは，重

大事故等への対処に必要となる流路を確

保するため，保有数は，必要数及び予備

として故障時のバックアップを含め十分

な数量を確保する設計とする。注④-6 

 

注水設備の可搬型建屋内ホースは，使

用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設の

「1.2.2 スプレイ設備」の可搬型建屋

内ホースと兼用する設計とする。注④-7 

 

 

 

 

注水設備の大型移送ポンプ車は，汽水

の影響に対して耐腐食性材料を使用する

設計とする。注⑤-1 

 

屋外に保管する注水設備の大型移送ポ

ンプ車は，風（台風）及び竜巻に対し

て，風（台風）及び竜巻による風荷重を

考慮し，当該設備の転倒防止，固縛等の

措置を講じて保管する設計とする。注⑤

 

注水設備の大型移送ポンプ車の必要数

は２台であり，「リ．(4)(ⅷ)(ａ) 放

水設備」の大型移送ポンプ車を兼用す

る。注④-2 

 

燃料貯蔵プール等への水のスプレイで

使用する大型移送ポンプ車は，燃料貯蔵

プール等へ水をスプレイするために必要

な約 1800ｍ３／ｈ／台【注□1 】の送水流

量を有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として２台であり，「リ．

(4)(ⅷ)(ａ) 放水設備」の大型移送ポ

ンプ車を兼用する。注④-3 

 

注水設備の可搬型建屋外ホースは，重

大事故等への対処に必要となる流路を確

保するための必要数を確保することに加

えて，予備として故障時バックアップを

確保する。注④-4 

 

注水設備の可搬型建屋外ホースは，

「リ．(4)(ⅷ)(ａ) 放水設備」の可搬

型建屋外ホースと兼用する。注④-5 

 

 

注水設備の可搬型建屋内ホースは，重

大事故等への対処に必要となる流路を確

保するための必要数を確保することに加

えて，予備として故障時バックアップを

確保する。注④-6 

 

注水設備の可搬型建屋内ホースは，

「ハ．(２)(ⅱ)(ｂ) スプレイ設備」の

可搬型建屋内ホースと兼用する。注④-7 

 

 

 

 

 

注水設備の大型移送ポンプ車は，汽水

の影響に対して耐腐食性材料を使用する

設計とする。注⑤-1 

 

屋外に保管する注水設備の大型移送ポ

ンプ車は，風（台風）及び竜巻に対し

て，風（台風）及び竜巻による風荷重を

考慮し，当該設備の転倒防止，固縛等の

措置を講じて保管する設計とする。注⑤

 

注水設備の大型移送ポンプ車の必要数

は２台であり，「9.15.1 放水設備」の

大型移送ポンプ車を兼用する。注◇1   

 

 

燃料貯蔵プール等への水のスプレイで

使用する大型移送ポンプ車は，燃料貯蔵

プール等へ水をスプレイするために必要

な約 1800ｍ３／ｈ／台の送水流量を有す

る設計とするとともに，保有数は，必要

数として２台であり，「9.15.1 放水設

備」の大型移送ポンプ車を兼用する。 

注◇1   

 

注水設備の可搬型建屋外ホースは，重

大事故等への対処に必要となる流路を確

保するための必要数を確保することに加

えて，予備として故障時バックアップを

確保する。注◇1  

 

注水設備の可搬型建屋外ホースは，

「9.15.1 放水設備」の可搬型建屋外ホ

ースと兼用する。注◇1   

 

 

注水設備の可搬型建屋内ホースは，重

大事故等への対処に必要となる流路を確

保するための必要数を確保することに加

えて，予備として故障時バックアップを

確保する。注◇1   

 

注水設備の可搬型建屋内ホースは，

「3.2.2 スプレイ設備」の可搬型建屋内

ホースと兼用する。注◇1   

 

(４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18 (３) 

環境条件等」に示す。注◇8  

ａ．可搬型重大事故等対処設備 

注水設備の大型移送ポンプ車は，汽水

の影響に対して耐腐食性材料を使用する

設計とする。注◇1  

 

屋外に保管する注水設備の大型移送ポ

ンプ車は，風（台風）及び竜巻に対し

て，風（台風）及び竜巻による風荷重を

考慮し，当該設備の転倒防止，固縛等の

措置を講じて保管する設計とする。注◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業指定基準規則の 33条

重大事故等対処設備の設計

方針を各 SA 設備条文に展

開して記載した。 
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屋外に保管する注水設備の可搬型建屋

外ホース及び可搬型建屋内ホースは，風

（台風）及び竜巻に対して，風（台風）

及び竜巻による風荷重を考慮し，収納す

るコンテナ等に対して転倒防止，固縛等

の措置を講じて保管する設計とする。 

注⑤-3 

 

地震を要因とする重大事故等が発生し

た場合に対処に用いる注水設備の大型移

送ポンプ車は，「9.2.7 地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設計」

に基づく設計とすることで，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。注⑤-4 

 

注水設備の大型移送ポンプ車，可搬型

建屋外ホース及び可搬型建屋内ホース

は，内部発生飛散物の影響を考慮し，外

部保管エリアの内部発生飛散物の影響を

受けない場所に保管することにより，重

大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。注⑤-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注水設備の大型移送ポンプ車は，想定

される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように線量率の高

くなるおそれの少ない屋外で操作可能な

設計とする。注⑤-6 
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屋外に保管する注水設備の可搬型建屋

外ホース及び可搬型建屋内ホースは，風

（台風）及び竜巻に対して，風（台風）

及び竜巻による風荷重を考慮し，収納す

るコンテナ等に対して転倒防止，固縛等

の措置を講じて保管する設計とする。 

注⑤-3 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる注水設備の大型移送ポンプ車

は，「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)（ホ） 地震を

要因とする重大事故等に対する施設の耐

震設計」に基づく設計とすることでその

機能を損なわない設計とする。注⑤-4 

 

 

注水設備の大型移送ポンプ車，可搬型

建屋外ホース及び可搬型建屋内ホース

は，内部発生飛散物の影響を考慮し，外

部保管エリアの内部発生飛散物の影響を

受けない場所に保管することにより，機

能を損なわない設計とする。注⑤-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注水設備の大型移送ポンプ車は，想定

される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように線量率の高

くなるおそれの少ない屋外で操作可能な

設計とする。注⑤-6 

 

 

 

 

 

屋外に保管する注水設備の可搬型建屋

外ホース及び可搬型建屋内ホースは，風

（台風）及び竜巻に対して，風（台風）

及び竜巻による風荷重を考慮し，収納す

るコンテナ等に対して転倒防止，固縛等

の措置を講じて保管する設計とする。 

注◇1   

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる注水設備の大型移送ポンプ車

は，「1.7.18 （５） 地震を要因とする

重大事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とすることでその機能を損な

わない設計とする。注◇1  

 

 

注水設備の大型移送ポンプ車，可搬型

建屋外ホース及び可搬型建屋内ホース

は，内部発生飛散物の影響を考慮し，外

部保管エリアの内部発生飛散物の影響を

受けない場所に保管することにより，機

能を損なわない設計とする。注◇1   

 

屋外に保管する注水設備の大型移送ポ

ンプ車は，積雪及び火山の影響に対し

て，積雪に対しては除雪する手順を，火

山の影響（降下火砕物による積載荷重）

に対しては除灰する手順を整備する。注

◇9  

 

屋外に保管する注水設備の可搬型建屋

外ホース及び可搬型建屋内ホースは，コ

ンテナ等に収納して保管し，積雪及び火

山の影響に対して，積雪に対しては除雪

する手順を，火山の影響（降下火砕物に

よる積載荷重）に対しては除灰する手順

を整備する。注◇9  

 

注水設備の大型移送ポンプ車は，想定

される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように線量率の高

くなるおそれの少ない屋外で操作可能な

設計とする。注◇1   

 

(５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18 (４) 

ａ．操作性の確保」に示す。注◇8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則の 33

条重大事故等対処設備の

設計方針を各 SA 設備条文

に展開して記載した。 
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注水設備の大型移送ポンプ車，可搬型

建屋外ホース及び可搬型建屋内ホース

は，簡便なコネクタ接続に統一すること

により，速やかに，容易かつ確実に現場

での接続が可能な設計とする。注⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注水設備の大型移送ポンプ車，可搬型

建屋外ホース及び可搬型建屋内ホース

は，コネクタ接続に統一することによ

り，現場での接続が可能な設計とする。

注⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注水設備の大型移送ポンプ車，可搬型

建屋外ホース及び可搬型建屋内ホース

は，コネクタ接続に統一することによ

り，現場での接続が可能な設計とする。

注◇1  

 

9.15.2.3 主要設備の仕様 

注水設備の主要設備の仕様を第 9.15

－２表に示す。注◇11 

 

9.15.2.4 系統構成及び主要設備 

(１) 系統構成 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の燃料貯

蔵プール等からの大量の水の漏えいその

他の要因により燃料貯蔵プール等の水位

が異常に低下し，工場等外への放射線の

放出に至るおそれがある場合において，

工場等外への放射線の放出を抑制するた

めの重大事故等対処設備として，注水設

備を使用する。注◇1  

 

注水設備は，大型移送ポンプ車，可搬

型建屋外ホース及び可搬型建屋内ホース

で構成する。注◇1  

 

大型移送ポンプ車及び可搬範型建屋外

ホースは，放水設備と兼用し，可搬型建

屋内ホースはスプレイ設備と兼用する。 

注◇1  

 

放射線の放出を抑制するための対処で

は，注水設備に加えて，水供給設備の一

部である第１貯水槽，代替安全冷却水系

の一部であるホース展張車及び運搬車，

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽及び

軽油用タンクローリ並びに計装設備の一

部である可搬型放水砲流量計，可搬型燃

料貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型

燃料貯蔵プール等空間線量率計（サーベ

イメータ）及び可搬型燃料貯蔵プール等

空間線量率計（線量率計）を使用する。

注◇2 ,◇3 ,◇5 ,◇6 ,◇7  

 

水供給設備の一部である第１貯水槽及

び補機駆動用燃料補給設備の一部である

軽油貯槽を常設重大事故等対処設備とし

て設置する。注◇1   

 

放水設備の一部である大型移送ポンプ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。（「簡便

な」を追記） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則の 33

条重大事故等対処設備の

設計方針を各 SA 設備条文

に展開して記載した。 
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注水設備の大型移送ポンプ車は，通常

時において，重大事故等への対処に必要

な機能を確認するため，外観点検，員数

確認，性能確認，分解点検等が可能な設

計とする。また，当該機能を健全に維持

するため，保修等が可能な設計とする。

注⑦-1 

 

注水設備の大型移送ポンプ車は，車両

として運転状態の確認が可能な設計とす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注水設備の大型移送ポンプ車は，再処

理施設の運転中又は停止中に独立して外

観点検，員数確認，性能確認，分解点検

等が可能な設計とする。注⑦-1 

 

 

 

 

注水設備の大型移送ポンプ車は，車両

として運転状態の確認が可能な設計とす

車及び可搬型建屋外ホース，スプレイ設

備の一部である可搬型建屋内ホース，代

替安全冷却水系の一部であるホース展張

車及び運搬車，補機駆動用燃料補給設備

の一部である軽油用タンクローリ並びに

計装設備の一部である可搬型放水砲流量

計，可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カ

メラ，可搬型燃料貯蔵プール等空間線量

率計（サーベイメータ）及び可搬型燃料

貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）

を可搬型重大事故等対処設備として配備

する。注◇2 ,◇3 ,◇4 ,◇5 ,◇6  

 

放水設備については「9.15.1.4 系統

構成及び主要設備」に，水供給設備につ

いては「9.4.2.1.4 系統構成及び主要設

備」に，スプレイ設備については

「3.2.2.2 系統構成及び主要設備」に，

代替安全冷却水系については

「9.5.2.1.2 系統構成及び主要設備」

に，補機駆動用燃料補給設備については

「9.14.4 系統構成」に，及び計装設備

については「6.2.1.4 系統構成及び主要

設備」に示す。注◇1  

 

燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏

えいその他の要因により燃料貯蔵プール

等の水位が異常に低下し，工場等外への

放射線の放出に至るおそれがある場合，

工場等外への放射線の放出を抑制するた

めに，大型移送ポンプ車から供給する水

を，可搬型建屋外ホース及び可搬型建屋

内ホースを介して燃料貯蔵プール等へ注

水できる設計とする。注①-7 

 

注水設備の系統概要図を第 9.15－３

図に示す。注◇10 

 

9.15.2.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18 (４) 

ｂ．試験・検査性」に示す。注◇8  

注水設備の大型移送ポンプ車は，再処理

施設の運転中又は停止中に独立して外観

点検，員数確認，性能確認，分解点検等

が可能な設計とする。注◇1  

 

 

注水設備の大型移送ポンプ車は，車両

として運転状態の確認が可能な設計とす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注①-7 

（P15 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業指定基準規則の 33条重

大事故等対処設備の設計方

針を各 SA設備条文に展開し

て記載した。 
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る。また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。注⑦-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。注⑦-2 

(イ) 主要な設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

大型移送ポンプ車（リ．(４)(ⅷ)(ａ) 

放水設備と兼用） 

２台 

容量約1,800ｍ３／ｈ／台注□1  

可搬型建屋外ホース（リ．

(４)(ⅷ)(ａ) 

放水設備と兼

用） 

１式注□1  

可搬型建屋内ホース（ハ．（２）

（ⅱ）（ｂ）ス

プレイ設備と兼

用） 

１式注□1  

る。注◇1  

 

 

2189



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

 第四十四条 （工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備）（22 / 29） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.7.3 抑制設備 

再処理施設のうち使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋にお

いて重大事故等が発生し，大気中へ放出

した放射性物質が建物への放水によって

再処理施設の敷地に隣接する尾駮沼及び

海洋へ流出するおそれがある場合，放射

性物質の流出を抑制するために必要な重

大事故等対処設備として,抑制設備を設

ける設計とする。抑①-3 

 

抑制設備は，可搬型汚濁水拡散防止フ

ェンス，放射性物質吸着材，小型船舶及

び運搬車で構成する。抑①-4,5 

 

水供給設備の一部であるホース展張車及

び代替安全冷却水系の一部である可搬型

中型移送ポンプ運搬車を可搬型重大事故

等対処設備として配備する。抑⑧-2,⑨-

2 

放射性物質の流出を抑制するための対

処では，水供給設備の一部であるホース

展張車，代替安全冷却水系の一部である

可搬型中型移送ポンプ運搬車を使用す

る。抑⑧-1,⑨-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造

及び設備 

(ロ) 重大事故等対処設備 

(ⅷ) 放出抑制設備 

 (ｃ) 抑制設備 

再処理施設のうち使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋にお

いて重大事故等が発生し，再処理施設の

敷地に隣接する尾駮沼及び海洋へ放射性

物質が流出するおそれがある場合，放射

性物質の流出を抑制するために必要な重

大事故等対処設備を設置及び保管する。 

抑①-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性物質の流出を抑制するための対

処では，抑制設備の可搬型汚濁水拡散防

止フェンス，放射性物質吸着材，小型船

舶及び運搬車【抑①-4】，水供給設備の

一部であるホース展張車【抑⑧-1】，代

替安全冷却水系の一部である可搬型中型

移送ポンプ運搬車【抑⑨-1】，並びに補

機駆動用燃料補給設備の一部である軽油

貯槽【抑⑩-1】を使用する。抑⑧-1,⑨-

1 

 

抑制設備は，可搬型汚濁水拡散防止フ

ェンス，放射性物質吸着材，小型船舶及

び運搬車で構成する。抑①-5 

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である

軽油貯槽を常設重大事故等対処設備とし

て設置する。抑⑩-2 

 

水供給設備の一部であるホース展張車

【抑⑧-2】及び代替安全冷却水系の一部

である可搬型中型移送ポンプ運搬車を可

搬型重大事故等対処設備として配備す

 

 

9.15 放出抑制設備 

9.15.3 抑制設備 

9.15.3.1 概 要 

再処理施設のうち使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋にお

いて重大事故等が発生し，【抑◇1 】大気

中へ放出した放射性物質が建物への放水

によって【抑①-3】再処理施設の敷地に

隣接する尾駮沼及び海洋へ放射性物質が

流出するおそれがある場合，放射性物質

の流出を抑制するために必要な重大事故

等対処設備を設置及び保管する。抑◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.10 原子炉建屋放水設備 

(2) 海洋への拡散抑制 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損に至った場合において，発電所外

への放射性物質の拡散を抑制するための

重大事故等対処設備として，海洋拡散抑

制設備を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抑⑩-1（P23 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抑⑩-2（P23 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。（主語が

重複しているため「放射

性物質が」を削除） 
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大気中へ放出した放射性物質が建物へ

の放水によって再処理施設の敷地に隣接

する尾駮沼及び海洋へ放射性物質が流出

するおそれがある場合の重大事故等対処

設備として，抑制設備の他，補機駆動用

燃料補給設備の第 1軽油貯槽，第 2軽油

貯槽及び燃料補給用可搬型ホース，水供

給設備の第 1 貯水槽，代替安全冷却水系

のホース展張車及び運搬車を使用する設

計とする。なお，補機駆動用燃料補給設

備については第 2 章 個別項目の

「7.1.1 電気設備」の「7.1.1.11 補

機駆動用燃料補給設備」に，水供給設備

については第 2章 個別項目の「7.3 

その他の主要な事項」の「7.3.8 水供

給設備」に，代替安全冷却水系について

は第 2章 個別項目の「7.2 給水施設

及び蒸気供給設備」の「7.2.2.3 代替

安全冷却水系」に示す。抑⑧-3,⑨-3,⑩

-1,2,3 

 

抑制設備は，再処理施設のうち使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分

離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス

固化建屋において重大事故等が発生し，

再処理施設の敷地に隣接する尾駮沼及び

海洋へ放射性物質が流出するおそれがあ

る場合，再処理施設の敷地を通る排水路

に可搬型汚濁水拡散防止フェンス及び放

射性物質吸着材を設置して，放射性物質

の流出を抑制できる設計とする。抑①-6 

 

 

抑制設備は，海洋への放射性物質の流

出を抑制するために，可搬型汚濁水拡散

防止フェンスを尾駮沼へ設置して，放射

性物質の流出を抑制できる設計とする。

抑①-7 

 

抑制設備の放射性物質吸着材及び小型

船舶は，運搬車により運搬できる設計と

する。抑①-8 

 

排水路に設置する抑制設備の可搬型汚

濁水拡散防止フェンスは，運搬車により

運搬できる設計とする。抑①-9 

 

る。抑⑨-2 

補機駆動用燃料補給設備については

「リ．(４)(ⅶ) 補機駆動用燃料補給設

備」に，【抑⑩-3】水供給設備について

は「リ．(２)(ⅰ)(ｂ)(ロ)１） 水供給

設備」に，【抑⑧-3】代替安全冷却水系

については「リ．(２)(ⅰ)(ｂ)(ロ)２）

代替安全冷却水系」【抑⑨-3】に示す。

抑⑧-3,⑨-3,⑩-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抑制設備は，再処理施設のうち使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分

離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス

固化建屋において重大事故等が発生し，

再処理施設の敷地に隣接する尾駮沼及び

海洋へ放射性物質が流出するおそれがあ

る場合，再処理施設の敷地を通る排水路

に可搬型汚濁水拡散防止フェンス及び放

射性物質吸着材を設置して，放射性物質

の流出を抑制できる設計とする。抑①-6 

 

 

抑制設備は，海洋への放射性物質の流

出を抑制するために，可搬型汚濁水拡散

防止フェンスを尾駮沼へ設置して，放射

性物質の流出を抑制できる設計とする。 

抑①-7 

 

抑制設備の放射性物質吸着材及び小型

船舶は，運搬車により運搬できる設計と

する。抑①-8 

 

排水路に設置する抑制設備の可搬型汚

濁水拡散防止フェンスは，運搬車により

運搬できる設計とする。抑①-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設の敷地を通る排水路に可搬

型汚濁水拡散防止フェンス及び放射性物

質吸着材を設置する。抑◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海洋への放射性物質の流出を抑制する

ために尾駮沼に可搬型汚濁水拡散防止フ

ェンスを設置する。抑◇1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海洋への放射性物質の拡散を抑制する

ための重大事故等対処設備として，海洋

拡散抑制設備は，汚濁防止膜等で構成

し，汚濁防止膜（可搬型）は，汚染水が

発電所から海洋に流出する12箇所（雨水

排水路集水桝9箇所及び放水路3箇所）に

設置できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抑⑩-1,2（P22 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書に基

づき放射性物質吸着材，

小型船舶及び可搬型汚濁

水拡散防止フェンスの運

搬に係る基本設計方針を

記載した。（以下同じ） 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

事業変更許可申請書に基

づき放射性物質の流出抑

制のため放射性物質吸着

材の使用に係る基本設計

方針を記載した。 
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尾駮沼に設置する抑制設備の可搬型汚

濁水拡散防止フェンスは，ホース展張車

及び可搬型中型移送ポンプ運搬車で運搬

できる設計とする。抑①-10 

 

抑制設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と共

用する。抑③-1 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する抑制設

備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施

設における重大事故等対処で同様の対処

を実施することで，共用によって重大事

故等時の対処に影響を及ぼさない設計と

する。抑③-2,④-1 

 

 

 

 

 

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェ

ンス，放射性物質吸着材及び小型船舶

は，共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないように，故障時

のバックアップを含めて必要な数量を複

数の外部保管エリアに分散して保管する

ことで位置的分散を図る設計とする。抑

② 

 

 

屋外に保管する抑制設備の可搬型汚濁

水拡散防止フェンス及び放射性物質吸着

材は，竜巻により飛来物とならないよう

必要に応じて固縛等の措置をとることで

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。抑③-3 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する抑制設

備の可搬型汚濁水拡散防止フェンスは，

海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流

出を抑制するため，設置場所に応じた高

さ及び幅を有する設計とする。抑③-4,

④-2 

 

 

尾駮沼に設置する抑制設備の可搬型汚

濁水拡散防止フェンスは，ホース展張車

及び可搬型中型移送ポンプ運搬車で運搬

できる設計とする。抑①-10 

 

抑制設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と共

用する。抑③-1 

 

抑制設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃

料加工施設における重大事故等対処で同

様の対処を実施することで，共用によっ

て重大事故等時の対処に影響を及ぼさな

い設計とする。抑③-2,④-1 

 

 

 

 

 

 

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェ

ンス，放射性物質吸着材及び小型船舶

は，故障時バックアップを含めて必要な

数量を複数の外部保管エリアに分散して

保管することで位置的分散を図る。抑② 

 

 

 

 

 

屋外に保管する抑制設備の可搬型汚濁

水拡散防止フェンス及び放射性物質吸着

材は，竜巻により飛来物とならないよう

必要に応じて固縛等の措置をとることで

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。抑③-3 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する抑制設

備の可搬型汚濁水拡散防止フェンスは，

海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流

出を抑制するため，設置場所に応じた高

さ及び幅を有する設計とするとともに，

必要数を確保することに加えて，予備と

して故障時バックアップを確保する。 

抑③-4,5,④-2,3 

 

 

 

 

 

抑制設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と共

用する。抑◇1   

 

 

 

 

 

 

 

9.15.3.2 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18 (１) 

ａ．多様性，位置的分散」に示す。抑◇2  

ａ．可搬型重大事故等対処設備 

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェ

ンス，放射性物質吸着材及び小型船舶

は，故障時バックアップを含めて必要な

数量を複数の外部保管エリアに分散して

保管することで位置的分散を図る。抑◇1  

 

(２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18 (１) 

ｂ．悪影響防止」に示す。抑◇2  

ａ．可搬型重大事故等対処設備 

屋外に保管する抑制設備の可搬型汚濁

水拡散防止フェンス及び放射性物質吸着

材は，竜巻により飛来物とならないよう

必要に応じて固縛等の措置をとることで

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。抑◇1  

 

 

(３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18 (２) 

個数及び容量」に示す。抑◇2  

ａ．可搬型重大事故等対処設備 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する抑制設

備の可搬型汚濁水拡散防止フェンスは，

海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流

出を抑制するため，設置場所に応じた高

さ及び幅を有する設計とするとともに，

必要数を確保することに加えて，予備と

して故障時バックアップを確保する。抑

◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汚濁防止膜（可搬型）は，海洋への放

射性物質の拡散を抑制するため，設置場

所に応じた高さ及び幅を有する設計とす

る。 

必要数は，各設置場所に必要な幅に対し

て汚濁防止膜を二重に計 2 本設置するこ

ととし，雨水排水路集水桝 9 箇所の設置

場所に計 18 本（高さ約 3m，幅約 3m（12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「海洋，河川，湖沼等」とは敷地外

の水系の総称として示した記載であ

ることから許可の記載を用いた。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では汚濁防止膜を各設

置場所に二重に設置する方針

であるが，再処理施設では，

二重（雨水集水桝）または一

重（尾駮沼）で設置する方針

であるため記載しない。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業指定基準規則の 33条

重大事故等対処設備の設計

方針を各 SA 設備条文に展

開して記載した。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。主語の明

確化に伴う 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業指定基準規則の 33条

重大事故等対処設備の設計

方針を各 SA 設備条文に展

開して記載した。 
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ＭＯＸ燃料加工施設と共用する抑制設

備の可搬型汚濁水拡散防止フェンスの保

有数は，必要数及び予備として排水路５

箇所の設置場所に計 10本（高さ約

0.50m，幅約 11.0m（４本），高さ約

0.50m，幅約 5.3m（２本），高さ約

0.73m，幅約 4.2m（２本），高さ約

0.63m，幅約 8.4m（２本））及び尾駮沼

２箇所の設置場所に計 110 本（高さ約

4.0m，幅約 20.0m）の合計 120 本並びに

予備として故障時のバックアップ及び点

検保守による待機除外時のバックアップ

を 120 本の合計 240 本を確保する設計と

する。抑③-5,④-3 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する抑制設

備の放射性物質吸着材は，再処理施設の

敷地を通る排水路を考慮して，排水路に

設置する設計とする。抑③-6,④-4 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する抑制設

備の放射性物質吸着材の保有数は，必要

数及び予備として敷地を通る各排水路に

応じた量の約 5,430 ㎏並びに予備として

故障時のバックアップ及び点検保守によ

る待機除外時のバックアップを約 5,430

㎏の合計約10,860㎏を確保する設計とす

る。抑③-7,④-5 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する抑制設

備の小型船舶は，尾駮沼に可搬型汚濁水

拡散防止フェンスを設置するために必要

な能力を有する設計とするとともに，保

有数は，必要数として１艇，予備として

故障時のバックアップ及び点検保守によ

る待機除外時のバックアップを２艇の合

計３艇を確保する設計とする。抑③-8,

④-6 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する抑制設

備の運搬車は，可搬型汚濁水拡散防止フ

ェンス，放射性物質吸着材及び小型船舶

を運搬するために，保有数は，必要数と

して１台及び予備として故障時のバック

アップを１台の合計２台を確保する設計

とする。抑③-9,④-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する抑制設

備の放射性物質吸着材は，再処理施設の

敷地を通る排水路を考慮して，排水路に

設置する必要数を確保することに加え

て，予備として故障時バックアップを確

保する。抑③-6,7,④-4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する抑制設

備の小型船舶は，尾駮沼に可搬型汚濁水

拡散防止フェンスを設置するために必要

な能力を有する設計とするとともに，保

有数は，必要数として１艇，予備として

故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップを２艇の合計３艇以上を確

保する。抑③-8,④-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する抑制設

備の放射性物質吸着材は，再処理施設の

敷地を通る排水路を考慮して，排水路に

設置する必要数を確保することに加え

て，予備として故障時バックアップを確

保する。抑◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する抑制設

備の小型船舶は，尾駮沼に可搬型汚濁水

拡散防止フェンスを設置するために必要

な能力を有する設計とするとともに，保

有数は，必要数として１艇，予備として

故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップを２艇の合計３艇以上を確

保する。抑◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本），高さ約 2m，幅約 3m（6 本））及

び放水路 3箇所の設置場所に計 6 本（高

さ約 4m，幅約 4m（6 本））の合計 24 本

使用する設計とする。また，予備につい

ては，保守点検は目視点検であり，保守

点検中でも使用可能であるため，保守点

検用は考慮せずに，破れ等の破損時の予

備用として各設置場所に対して 2 本の計

24 本を保管することとし，予備を含め

た保有数として設置場所 12 箇所分の合

計 48本を保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抑③-9,④-7 

（P29 から） 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

基本設計方針対象設備の仕様に

ついて，発電炉の記載を踏まえ

基本設計方針に記載した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業指定基準規則の 33条

重大事故等対処設備の設計

方針を各 SA 設備条文に展

開して記載した。 

【許可からの変更点】 

基本設計方針対象設備の仕様に

ついて，発電炉の記載を踏まえ

基本設計方針に記載した。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。（「以

上」を削除） 

【許可からの変更点】 

設計方針の内容を明確に

するため 33 条重大事故等

対処設備の基本設計方針

に記載する個数及び容量

に係る内容を適正化し

た。 
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点検保守による待機除外時のバックア

ップについては，同型設備である

「7.4.2.1 代替安全冷却水系」の運搬

車の点検保守による待機除外時のバック

アップと兼用する設計とする。抑③-10,

④-8 

 

 

 

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェ

ンス及び小型船舶は，汽水の影響に対し

て耐腐食性材料を使用する設計とする。 

抑⑤-1 

 

屋外に保管する抑制設備の可搬型汚濁

水拡散防止フェンス及び放射性物質吸着

材は，風（台風）及び竜巻に対して，風

（台風）及び竜巻による風荷重を考慮

し，収納するコンテナ等に対して転倒防

止，固縛等の措置を講じて保管する設計

とする。抑⑤-2 

 

 

抑制設備の小型船舶は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる第１保管庫・

貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管

し，風（台風）等により，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計と

する。抑⑤-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震を要因とする重大事故等が発生し

た場合に対処に用いる抑制設備の小型船

舶は，「9.2.7 地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく

設計とすることで，重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。

抑⑤-4 

 

 

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェ

ンス及び小型船舶は，汽水の影響に対し

て耐腐食性材料を使用する設計とする。 

抑⑤-1 

 

屋外に保管する抑制設備の可搬型汚濁

水拡散防止フェンス及び放射性物質吸着

材は，風（台風）及び竜巻に対して，風

（台風）及び竜巻による風荷重を考慮

し，収納するコンテナ等に対して転倒防

止，固縛等の措置を講じて保管する設計

とする。抑⑤-2 

 

 

抑制設備の小型船舶は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる第１保管庫・

貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管

し，風（台風）等により機能を損なわな

い設計とする。抑⑤-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる抑制設備の小型船舶は，「ロ．

(７)(ⅱ)(ｂ)（ホ） 地震を要因とする

重大事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とすることでその機能を損な

わない設計とする。抑⑤-4 

 

 

 

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェ

 

 

 

 

 

 

(４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18 (３) 

環境条件等」に示す。抑◇2  

ａ．可搬型重大事故等対処設備 

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェ

ンス及び小型船舶は，汽水の影響に対し

て耐腐食性材料を使用する設計とする。 

抑◇1  

 

屋外に保管する抑制設備の可搬型汚濁

水拡散防止フェンス及び放射性物質吸着

材は，風（台風）及び竜巻に対して，風

（台風）及び竜巻による風荷重を考慮

し，収納するコンテナ等に対して転倒防

止，固縛等の措置を講じて保管する設計

とする。抑◇1  

 

 

抑制設備の小型船舶は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる第１保管庫・

貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管

し，風（台風）等により機能を損なわな

い設計とする。抑◇1  

 

 

屋外に保管する抑制設備の可搬型汚濁

水拡散防止フェンス及び放射性物質吸着

材は，コンテナ等に収納して保管し，積

雪及び火山の影響に対して，積雪に対し

ては除雪する手順を，火山の影響（降下

火砕物による積載荷重）に対しては除灰

する手順を整備する。抑◇3  

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる抑制設備の小型船舶は，

「1.7.18 （５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。抑◇1  

 

 

 

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抑③-10,④-8 

（P29 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業指定基準規則の 33条

重大事故等対処設備の設計

方針を各 SA 設備条文に展

開して記載した。 

【「等」の解説】 

「風（台風）等」について，考慮し

ている自然現象の内容は個々の設備

の評価とあわせて明確化するため，

基本設計方針では等のままとした。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

 第四十四条 （工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備）（27 / 29） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ンス，放射性物質吸着材及び小型船舶

は，内部発生飛散物の影響を考慮し，外

部保管エリアの内部発生飛散物の影響を

受けない場所に保管することにより，重

大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。抑⑤-5 

 

抑制設備の小型船舶は，想定される重

大事故等が発生した場合においても操作

に支障がないように線量率の高くなるお

それの少ない屋外で操作可能な設計とす

る。抑⑤-6 

 

 

 

 

 

 

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェ

ンスは，簡便な接続方式に統一すること

により，速やかに，容易かつ確実に現場

での接続が可能な設計とする。抑⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ンス，放射性物質吸着材及び小型船舶

は，内部発生飛散物の影響を考慮し，外

部保管エリアの内部発生飛散物の影響を

受けない場所に保管することにより，機

能を損なわない設計とする。抑⑤-5 

 

 

抑制設備の小型船舶は，想定される重

大事故等が発生した場合においても操作

に支障がないように線量率の高くなるお

それの少ない屋外で操作可能な設計とす

る。抑⑤-6 

 

 

 

 

 

 

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェ

ンスは，簡便な接続方式とすることで，

現場での接続が可能な設計とする。抑⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ンス，放射性物質吸着材及び小型船舶

は，内部発生飛散物の影響を考慮し，外

部保管エリアの内部発生飛散物の影響を

受けない場所に保管することにより，機

能を損なわない設計とする。抑◇1  

 

 

抑制設備の小型船舶は，想定される重

大事故等が発生した場合においても操作

に支障がないように線量率の高くなるお

それの少ない屋外で操作可能な設計とす

る。抑◇1  

 

 

 

(５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18 (４) 

ａ.操作の確実性」に示す。抑◇2  

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェ

ンスは，簡便な接続方式とすることで，

現場での接続が可能な設計とする。抑◇1  

 

9.15.3.3 主要設備の仕様 

抑制設備の主要設備の仕様を第 9.15

－３表に示す。抑◇5  

 

9.15.3.4 系統構成及び主要設備 

(１) 系統構成 

工場等外への放射性物質等の放出を抑

制するための設備として，建物に放水し

た水に放射性物質が含まれていることを

考慮し，再処理施設の敷地を通る排水路

を通じて再処理施設の敷地に隣接する尾

駮沼及び海洋へ放射性物質が流出するこ

とを抑制するための重大事故等対処設備

として，抑制設備を使用する。抑◇1  

 

抑制設備は，可搬型汚濁水拡散防止フ

ェンス，放射性物質吸着材，小型船舶及

び運搬車で構成する。抑◇1  

 

放射性物質の流出を抑制するための対

処では，抑制設備に加えて水供給設備の

一部であるホース展張車，代替安全冷却

水系の一部である可搬型中型移送ポンプ

運搬車並びに補機駆動用燃料補給設備の

一部である軽油貯槽を使用する。抑◇1  

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業指定基準規則の 33条

重大事故等対処設備の設計

方針を各 SA 設備条文に展

開して記載した。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

 第四十四条 （工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備）（28 / 29） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェ

ンス及び放射性物質吸着材は，通常時に

おいて，重大事故等への対処に必要な機

能を確認するため，外観の確認が可能な

設計とする。また，当該機能を健全に維

持するため，取替え等が可能な設計とす

る。抑⑦-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェ

ンス及び放射性物質吸着材は，再処理施

設の運転中又は停止中に外観の確認が可

能な設計とする。抑⑦-1 

 

 

 

軽油貯槽を常設重大事故等対処設備とし

て設置する。抑◇1  

 

水供給設備の一部であるホース展張車

及び代替安全冷却水系の一部である可搬

型中型移送ポンプ運搬車を可搬型重大事

故等対処設備として配備する。抑◇1  

 

補機駆動用燃料補給設備については

「9.14.4 系統構成」に，水供給設備に

ついては「9.4.2.1.4 系統構成及び主要

設備」に，代替安全冷却水系について

は，「9.5.2.1.2 系統構成及び主要設

備」に示す。抑◇1  

 

(２) 主要設備 

可搬型汚濁水拡散防止フェンス及び放

射性物質吸着材は，建物に放水した水に

放射性物質が含まれていることを考慮

し，再処理施設の敷地を通る排水路に設

置して，放射性物質の流出を抑制できる

設計とする。抑◇1  

 

放射性物質吸着材及び小型船舶は，運

搬車により運搬できる設計とする。抑◇1  

 

排水路に設置する可搬型汚濁水拡散防

止フェンスは，運搬車により運搬できる

設計とする。抑◇1  

 

尾駮沼に設置する可搬型汚濁水拡散防

止フェンスは，ホース展張車及び可搬型

中型移送ポンプ運搬車で運搬できる設計

とする。抑◇1  

 

抑制設備の配置図を第 9.15－４図に

示す。抑◇4  

 

 

9.15.3.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18 (4) 

ｂ.試験・検査性」に示す。抑◇2  

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェ

ンス及び放射性物質吸着材は，再処理施

設の運転中又は停止中に外観の確認が可

能な設計とする。抑◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業指定基準規則の 33条

重大事故等対処設備の設計

方針を各 SA 設備条文に展

開して記載した。 
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別紙１① 
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 第四十四条 （工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備）（29 / 29） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抑制設備の小型船舶は，通常時におい

て，重大事故等への対処に必要な機能を

確認するため，外観点検，員数確認及び

性能確認が可能な設計とする。また，当

該機能を健全に維持するため，保修等が

可能な設計とする。抑⑦-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抑制設備の小型船舶は再処理施設の運

転中又は停止中に外観点検，員数確認，

性能確認が可能な設計とする。抑⑦-2 

 

 

 

 

 

(イ) 主要な設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型汚濁水拡散防止フェンス（ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用） 

１式抑□1  

 

 

放射性物質吸着材（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用） 

１式抑□1  

 

小型船舶（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用） 

３艇（予備として故障時及び待機除外

時バックアップを２艇）抑□1  

 

運搬車（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）

２台（予備として故障時のバックアッ 

プを１台）（待機除外時バック

アップを代替安全冷却水系の運

搬車の待機除外時バックアップ

と兼用）抑③-9,10,④-7,8 

 

 

 

抑制設備の小型船舶は再処理施設の運

転中又は停止中に外観点検，員数確認，

性能確認が可能な設計とする。抑◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抑③-9,10,④-7,8 

（P24 へ） 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。（「及び」を追

記） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業指定基準規則の 33条

重大事故等対処設備の設計

方針を各 SA 設備条文に展

開して記載した。 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第四十四条（工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

放① 

注① 

抑① 

工場等外への放射線物質等の

放出を抑制するために必要な

設備に関する説明 

技術基準規則（第 44条）の要求事

項を受けている内容 
１項 － f 

放② 

注② 

抑② 

共通要因故障に関する内容 

技術基準規則（第 36条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 44 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条２項） 

（36 条３項２号） 

（36 条３項４号） 

（36 条３項６号） 

－ b 

放③ 

注③ 

抑③ 

悪影響防止に関する内容 

技術基準規則（第 36条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 44 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項６号） 
－ b,f 

放④ 

注④ 

抑④ 

個数及び容量に関する内容 

技術基準規則（第 36条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 44 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項１号） 
－ a,f 

放⑤ 

注⑤ 

抑⑤ 

環境条件等に関する内容 

技術基準規則（第 36条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 44 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項２号） 

（36 条１項７号） 

（36 条３項３号） 

（36 条３項４号） 

－ b 

放⑥ 

注⑥ 

抑⑥ 

操作性の確保に関する内容 

技術基準規則（第 36条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 44 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項３号） 

（36 条１項５号） 

（36 条３項１号） 

（36 条３項５号） 

－ b 

放⑦ 

注⑦ 

抑⑦ 

試験・検査性の確保に関する内

容 

技術基準規則（第 36条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 44 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項４号） 
－ b 

注⑧ 

工場等外への放射線物質等の放

出を抑制するために使用する設

備 

工場等外への放射線の放出を抑制

するために使用する放水設備に係

る事項 

－ － f 

放⑧ 

注⑨ 

抑⑧ 

工場等外への放射線物質等の放

出を抑制するために使用する設

備 

工場等外への放射線の放出を抑制

するために使用する水供給設備に

係る事項 

－ － g 
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注⑩ 

工場等外への放射線物質等の放

出を抑制するために使用する設

備 

工場等外への放射線の放出を抑制

するために使用するスプレイ設備

に係る事項 

－ － e 

放⑨ 

注⑪ 

抑⑨ 

工場等外への放射線物質等の放

出を抑制するために使用する設

備 

工場等外への放射線の放出を抑制

するために使用する代替安全冷却

水系に係る事項 

－ － d 

放⑩ 

注⑫ 

抑⑩ 

工場等外への放射線物質等の放

出を抑制するために使用する設

備 

工場等外への放射線の放出を抑制

するために使用する補機駆動用燃

料補給設備 

－ － h 

放⑪ 

注⑬ 

工場等外への放射線物質等の放

出を抑制するために使用する設

備 

工場等外への放射線の放出を抑制

するために使用する計測制御設備 
－ － c 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

放□1  

注□1  

抑□1  

設備仕様 仕様表にて記載する。 j 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

放◇1  
注◇1  
抑◇1  

重複記載 
事業変更許可申請書本文又は添付書類の記載と重複する

内容である。 
－ 

放◇2  
注◇2  

添付書類記載事項 
設工認申請書 添付書類に記載する事項のため，記載し

ない。 
c 

放◇3  
注◇3  添付書類記載事項 

設工認申請書 添付書類に記載する事項のため，記載し

ない。 
d 

注◇4  添付書類記載事項 
設工認申請書 添付書類に記載する事項のため，記載し

ない。 
e 

放◇4  
注◇5  添付書類記載事項 

設工認申請書 添付書類に記載する事項のため，記載し

ない。 
f 

放◇5  
注◇6  

添付書類記載事項 
設工認申請書 添付書類に記載する事項のため，記載し

ない。 
g 

放◇6  
注◇7  

添付書類記載事項 
設工認申請書 添付書類に記載する事項のため，記載し

ない。 
h 

放◇7  
注◇8  
抑◇2  

第 36 条からの展開事項の基本

方針 

本条文にて第 36 条「重大事故等対処設備」に関連する設

計方針を展開しているが，基本方針については第 36条の

基本設計方針にて記載する。 

－ 

放◇8  
注◇9  
抑◇3  

保安規定（除雪及び除灰）に関

する事項 

保安規定（除雪及び除灰）に関する事項は第 36条「重大

事故等対処設備」にて明確にするため，記載しない。 
－ 
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放◇9  
注◇10  
抑◇4  

系統図，配置図の呼び込み 
系統図，配置図の呼び込み場所の記載であるため記載し

ない。 
i 

放◇10  
注◇11  
抑◇5  

仕様表の呼び込み 仕様表の呼び込み場所の記載であるため記載しない。 j 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

b Ⅵ-1-1-4-2 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

c Ⅵ-1-4-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

d Ⅵ-1-8-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備に関する説明書 

e Ⅵ-1-8-2-5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備に関する説明書 

f Ⅵ-1-8-2-7 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備に関する説明書 

g Ⅵ-1-8-2-8 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に関する説明書 

h Ⅵ-1-8-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書 

i 

Ⅵ-2-3 系統図 

Ⅵ-2-4 配置図 

Ⅵ-2-5 構造図 

j 仕様表 
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1.9 再処理施設に関する「再処理施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則」への適合性 

1.9.41 重大事故等への対処に必要とな

る水の供給設備 

（重大事故等への対処に必要となる水の

供給設備） 

第四十一条 設計基準事故への対処に必

要な水源とは別に、重大事故等への対処

に必要となる十分な量の水を有する水源

を確保することに加えて、再処理施設に

は、設計基準事故に対処するための設備

及び重大事故等対処設備に対して重大事

故等への対処に必要となる十分な量の水

を供給するために必要な設備を設けなけ

ればならない。 

（解釈） 

１ 第４１条に規定する「設計基準事故

に対処するための設備及び重大事故等

対処設備に対して重大事故等への対処

に必要となる十分な量の水を供給する

ために必要な設備」とは、以下に掲げ

る措置又はこれらと同等以上の効果を

有する措置を講じた設備をいう。 

一 想定される重大事故等の収束まで

の間、十分な量の水を供給できるこ

と。 

二 複数の代替水源（貯水槽、ダム、

貯水池、海等）が確保されているこ

と。 

三 各水源からの移送ルートが確保さ

れていること。 

四 代替水源からの移送ホース及びポ

ンプを準備すること。 

 

適合のための設計方針 

重大事故等への対処に必要となる十分

な量の水を有する水源を確保することに

加えて，十分な量の水を供給できる重大

事故等対処設備を設ける設計とする。 

水◇1  

代替水源は，複数を確保する。水◇1  

代替水源から水の供給ができる移送ホ

ース及びポンプを配備し，代替水源から

の水の移送ルートを確保する。水◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 
波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 
灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 
黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 
  ：発電炉との差異の理由   ：許可からの変更点等 

2202



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十五条（重大事故等への対処に必要となる水の供給設備）（2 / 16） 

 

 

 技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 建物及び構築物 

 

 

2.3.29 第１保管庫・貯水所 

第１保管庫・貯水所は，その他再処理

設備の附属施設の給水施設の第１貯水槽

を設置する。また，保管エリアを有す

る。水◇1  

第１保管庫・貯水所は，ＭＯＸ燃料加

工施設と共用する。水③-1 

第１保管庫・貯水所の主要構造は，鉄

筋コンクリート造で，地上２階（地上高

さ約 16ｍ，地下に第１貯水槽を収納す

る），平面が約 52ｍ（南北方向）×約

113ｍ（東西方向）の建物であり，堅固

な基礎版上に設置する。水◇2  

第１保管庫・貯水所機器配置図を第

2.3－140 図～第 2.3－143 図に示す。 

水◇4  

 

 

 

2.3.30 第２保管庫・貯水所 

第２保管庫・貯水所は，その他再処理

設備の附属施設の給水施設の第２貯水槽

を設置する。また，保管エリアを有す

る。水◇1  

第２保管庫・貯水所は，ＭＯＸ燃料加

工施設と共用する。水③-4 

第２保管庫・貯水所の主要構造は，鉄

筋コンクリート造で，地上２階（地上高

さ約 16ｍ，地下に第２貯水槽を収納す

る），平面が約 52ｍ（南北方向）×約

113ｍ（東西方向）の建物であり，堅固

な基礎版上に設置する。水◇2  

第２保管庫・貯水所機器配置図を第

2.3－144 図～第 2.3－147 図に示す。 

水◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②(P5)へ 

①(P5)へ 
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 技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（重大事故等への対処に必要

となる水の供給設備） 

第四十五条 

再処理施設には、設計基準事

故への対処に必要な水源とは

別に、重大事故等への対処に

必要となる十分な量の水を有

する水源を確保することに加

えて、設計基準事故に対処す

るための設備及び重大事故等

対処設備に対して重大事故等

への対処に必要となる十分な

量の水を供給するために必要

な設備が設けられていなけれ

ばならない。水① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 個別項目 

7. その他再処理設備の附属施設 

7.3 その他の主要な事項 

 

7.3.8 水供給設備 

水供給設備の設計に係る共通的な設計

方針については，第 1 章 共通項目の

「2. 地盤」，「3. 自然現象等」，「4. 

閉じ込めの機能」，「5. 火災等による

損傷の防止」，「6. 再処理施設内にお

ける溢水による損傷の防止」，「7. 再

処理施設内における化学薬品の漏えいに

よる損傷の防止」及び「9. 設備に対す

る要求」に基づくものとする。 

 

設計基準事故への対処に必要な水源と

は別に，重大事故等への対処に必要とな

る十分な量の水を有する水源を確保する

ことに加えて，重大事故等対処設備に対

して重大事故等への対処に必要となる十

分な量の水を供給できる重大事故等対処

設備として，水供給設備を設ける設計と

する。水①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生し，前処理建屋，分

離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス

固化建屋に係る蒸発乾固への対処，燃料

貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能の

喪失若しくは燃料貯蔵プール等からの小

規模な水の漏えいその他の要因により燃

料貯蔵プール等の水位が低下した場合の

対処，燃料貯蔵プール等からの大量の水

の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プ

ール等の水位が異常に低下した場合の燃

料貯蔵プール等への水のスプレイ，大気

中への放射性物質の放出を抑制するため

の対処，工場等外への放射線の放出を抑

制するための対処及び再処理施設の各建

物周辺における航空機衝突による航空機

燃料火災，化学火災へ対応するための対

処並びに重大事故等への対処を継続する

ために水を補給する対処が発生した場合

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

 (ⅱ) 重大事故等対処施設（再処理施

設への人の不法な侵入等の防止，安全避

難通路等，制御室，監視測定設備，緊急

時対策所及び通信連絡を行うために必要

な設備は(ⅰ)安全機能を有する施設に記

載） 

 

 

 

 

 

（ｊ）重大事故等への対処に必要となる

水の供給設備 

重大事故等への対処に必要となる十分

な量の水を有する水源を確保することに

加えて，十分な量の水を供給できる重大

事故等対処設備を設置及び保管する。 

水①-1 

重大事故等への対処に必要となる水の供

給設備は，水供給設備で構成する。 

水①-1 

 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造

及び設備 

(２) 給水施設及び蒸気供給施設の構造

及び設備 

(ⅰ) 給水施設 

(ａ) 構 造 

(ロ) 重大事故等対処設備 

１） 水供給設備 

重大事故等が発生し，前処理建屋，分

離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス

固化建屋に係る蒸発乾固への対処，燃料

貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能の

喪失若しくは燃料貯蔵プール等からの小

規模な水の漏えいその他の要因により燃

料貯蔵プール等の水位が低下した場合の

対処，燃料貯蔵プール等からの大量の水

の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プ

ール等の水位が異常に低下した場合の燃

料貯蔵プール等への水のスプレイ，大気

中への放射性物質の放出を抑制するため

の対処，工場等外への放射線の放出を抑

制するための対処及び再処理施設の各建

物周辺における航空機衝突による航空機

燃料火災，化学火災へ対応するための対

処並びに重大事故等への対処を継続する

ために水を補給する対処が発生した場合

 

9.4 給水処理設備 

9.4.2 重大事故等対処設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.2.1 水供給設備 

9.4.2.1.1 概要 

水供給設備は，重大事故等への対処に

必要となる十分な量の水を有する水源を

確保することに加えて，十分な量の水を

供給できる重大事故等対処設備を設置及

び保管する。水◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.2.1.4 系統構成及び主要設備 

(１) 系統構成 

重大事故等が発生し，前処理建屋，分

離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス

固化建屋に係る蒸発乾固への対処，燃料

貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能の

喪失若しくは燃料貯蔵プール等からの小

規模な水の漏えいその他の要因により燃

料貯蔵プール等の水位が低下した場合の

対処，燃料貯蔵プール等からの大量の水

の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プ

ール等の水位が異常に低下した場合の燃

料貯蔵プール等への水のスプレイ，大気

中への放射性物質の放出を抑制するため

の対処，工場等外への放射線の放出を抑

制するための対処及び再処理施設の各建

物周辺における航空機衝突による航空機

燃料火災，化学火災へ対応するための対

処並びに重大事故等への対処を継続する

ために水を補給する対処が発生した場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 水源，代替水源供給設備 

5.8.1 重大事故等の収束に必要となる水

源 

 (1) 系統構成 

設計基準事故の収束に必要な水源とは

別に，重大事故等の収束に必要となる十

分な量の水を有する水源を確保すること

に加えて，設計基準事故対処設備及び重

大事故等対処設備に対して重大事故等の

収束に必要となる十分な水の量を供給す

るために必要な重大事故等対処設備とし

て，代替淡水貯槽，西側淡水貯水設備，

サプレッション・チェンバ及びほう酸水

貯蔵タンクを重大事故等の収束に必要と

なる水源として設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

技術基準規則に合わせて

記載を適正化した。 
【許可からの変更点】 

設工認において設計とし

て明確化するため記載を

適正化した。 

（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の水供給設備は，設計基

準事故に対処するための設備に水を

供給するための水源として使用しな

いため該当する記載がない。 

③(P13)から 

【「等」の解説】 

「燃料貯蔵プール等」と

は燃料仮置きピット，燃

料貯蔵プール及び燃料送

出しピットであり，42 条

「1.使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設」で示

すため，許可の記載のと

おりとした。 

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「工場等」については事業

指定基準規則に基づく用語

として許可の記載のとおり

とした。 

2204



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十五条（重大事故等への対処に必要となる水の供給設備）（4 / 16） 

 

 

 技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

において，対処に必要となる水源を確保

するために水供給設備を設ける設計とす

る。水①-2 

 

水供給設備は，第１貯水槽，第２貯水

槽，大型移送ポンプ車，可搬型建屋外ホ

ース，ホース展張車及び運搬車で構成

し，重大事故等への対処に必要となる十

分な量の水を供給できる設計とする。 

水①-3,4 

 

重大事故等への対処に必要な水を供給

するための対処として，水供給設備の

他，計測制御設備の可搬型貯水槽水位計

等並びに補機駆動用燃料補給設備の軽油

貯槽及び軽油用タンクローリを使用する

設計とする。なお，計測制御設備につい

ては第２章 個別項目の「4.1 計測制

御設備」に，補機駆動用燃料補給設備に

ついては第２章 個別項目の「7.1.1 

電気設備」の「7.1.1.11 補機駆動用燃

料補給設備」に示す。水①-5,6,7,8,9 

 

 

 

 

 

水源からの水の移送ルート及び移送の

ために用いる設備については，第２章 

個別項目の「7.2.2 冷却水設備」の

「 7.2.2.3  代替安全冷却水系」，

「1.2.1  使用済燃料貯蔵設備」の

「 1.2.1.6  代 替 注 水 設 備 」 及 び

「 1.2.1.7  スプレイ設備」並びに

「7.3.7 放出抑制設備」の「7.3.7.1 

放水設備」及び「7.3.7.2 注水設備」

に示す。水⑧,⑨,⑩,⑪,⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等への対処に必要となる水源

を確保するため，水供給設備には第１貯

水槽及び第２貯水槽を設置する設計とす

る。水①-10 

において，対処に必要となる水源を確保

するために水供給設備を使用する。 

水①-2 

 

水供給設備は，第１貯水槽，第２貯水

槽，大型移送ポンプ車，可搬型建屋外ホ

ース，ホース展張車及び運搬車で構成す

る。水①-3 

 

 

 

重大事故等への対処に必要な水を供給

するための対処では，水供給設備の第１

貯水槽，第２貯水槽，大型移送ポンプ

車，可搬型建屋外ホース，ホース展張車

及び運搬車【水①-4】，補機駆動用燃料

補給設備の軽油貯槽及び軽油用タンクロ

ーリ並びに計装設備の一部【水①-5】を

使用する。 

 

 

補機駆動用燃料補給設備については

「リ．(４）（ⅶ） 補機駆動用燃料補

給設備」に，計装設備については「ヘ．

(３)(ⅱ)(ａ) 計装設備」に示す。 

水①-6 

 

また，水源からの水の移送ルート及び

移送のために用いる設備については，

「リ．（２）（ⅰ）(ｂ)(ロ)２) 代替

安全冷却水系」，「ハ．（２）（ⅱ）

（ａ） 代替注水設備」，「ハ．（２）

（ⅱ）（ｂ） スプレイ設備」，「リ．

（４）（ⅷ）（ａ） 放水設備」及び，

「リ．（４）（ⅷ）（ｂ） 注水設備」

に示す。水⑧,⑨,⑩,⑪,⑫ 

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である

軽油貯槽【水①-7】及び計装設備の一部

を常設重大事故等対処設備として設置す

る。 

補機駆動用燃料補給設備の一部である

軽油用タンクローリ【水①-8】及び計装

設備の一部【水①-9】を可搬型重大事故

等対処設備として配備する。 

 

 

水供給設備は，重大事故等への対処に

必要となる水源を確保できる設計とす

る。水①-10 

 

において，対処に必要となる水源を確保

するために水供給設備を使用する。 

水◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等への対処に必要な水を供給

するための対処では，水供給設備の第１

貯水槽，第２貯水槽，大型移送ポンプ

車，可搬型建屋外ホース，ホース展張車

及び運搬車【水①-4】，補機駆動用燃料

補給設備の軽油貯槽及び軽油用タンクロ

ーリ並びに計装設備の一部である可搬型

貯水槽水位計（ロープ式），可搬型貯水

槽水位計（電波式）及び可搬型第 1貯水

槽給水流量計【水①-5】を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である

軽油用タンクローリ【水①-8】，計装設

備の一部である可搬型貯水槽水位計（ロ

ープ式），可搬型貯水槽水位計（電波

式）及び可搬型第１貯水槽給水流量計

【水①-9】を可搬型重大事故等対処設備

として配備する。 

重大事故等への対処に必要となる水源

を確保するため，水供給設備には第１貯

水槽を設置する。水①-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の事業変更許

可申請書の記載に合わせ

て設備構成を記載してい

る。 

【許可からの変更点】 

設工認の章構成に合わせ

て引用先を適正化。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

申請対象設備に合わせて

設備の記載を追加。 

⑦(P6)から 

⑤(P6)から 

【「等」の解説】 

「可搬型貯水槽水位計

等」が指す内容は，可搬

型貯水槽水位計（ロープ

式），可搬型貯水槽水位

計（電波式）及び可搬型

第 1貯水槽給水流量計であ

り添付書類で示す。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

（以下同じ） 

④(P13)から 

⑥(P14)から 
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水供給設備の一部である第１貯水槽

は，第１保管庫・貯水所の地下に設置す

る設計とする。水①-11 

第１保管庫・貯水所の主要構造は，地

上２階の建物とする設計とする。水①-

12 

また，第１保管庫・貯水所は，１階に保

管エリアを有する設計とする。水①-13 

 

第１保管庫・貯水所は，ＭＯＸ燃料加

工施設と共用する。水③-1 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１保

管庫・貯水所は，再処理施設及びＭＯＸ

燃料加工施設における重大事故等対処に

同時に対処することを考慮し，第１貯水

槽を設置できる十分な容量を有する設計

とすることで，共用によって重大事故等

時の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。水③-2 

 

また，第１保管庫・貯水所の保管エリア

は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設

の必要な重大事故等対処設備が十分保管

できる容量を有する設計とすることで，

共用によって重大事故等時の対処に影響

を及ぼさない設計とする。水③-3 

 

水供給設備の一部である第２貯水槽

は，第２保管庫・貯水所の地下に設置す

る設計とする。水①-14 

第２保管庫・貯水所の主要構造は，地

上２階の建物とする設計とする。水①-

15 

また，第２保管庫・貯水所は，１階に保

管エリアを有する設計とする。水①-16 

 

第２保管庫・貯水所は，ＭＯＸ燃料加

工施設と共用する。水③-4 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第２保

管庫・貯水所は，再処理施設及びＭＯＸ

燃料加工施設における重大事故等対処に

同時に対処することを考慮し，第２貯水

槽を設置できる十分な容量を有する設計

とすることで，共用によって重大事故等

時の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。水③-5 

 

また，第２保管庫・貯水所の保管エリア

は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設

 

 

第１保管庫・貯水所は，地下に水供給

設備の一部である第１貯水槽を設置す

る。水①-11 

また，１階に第１保管庫・貯水所は，保

管エリアを有する。水①-13 

第１保管庫・貯水所の主要構造は，鉄

筋コンクリート造で，【水□2 】地上２

階，建築面積約 5,900ｍ２【水□2 】の建

物である。水①-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２保管庫・貯水所は，地下に水供給

設備の一部である第２貯水槽を設置す

る。水①-14 

また，１階に第２保管庫・貯水所は，保

管エリアを有する。水①-16 

第２保管庫・貯水所の主要構造は，鉄

筋コンクリート造で，【水□2 】地上２

階，建築面積約 5,900ｍ２【水□2 】の建

物である。水①-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.29 第１保管庫・貯水所 

第１保管庫・貯水所は，その他再処理

設備の附属施設の給水施設の第１貯水槽

を設置する。また，保管エリアを有す

る。水◇1  

第１保管庫・貯水所は，ＭＯＸ燃料加

工施設と共用する。水③-1 

第１保管庫・貯水所の主要構造は，鉄

筋コンクリート造で，地上２階（地上高

さ約 16ｍ，地下に第１貯水槽を収納す

る），平面が約 52ｍ（南北方向）×約

113ｍ（東西方向）の建物であり，堅固

な基礎版上に設置する。水◇2  

第１保管庫・貯水所機器配置図を第

2.3－140 図～第 2.3－143 図に示す。 

水◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.30 第２保管庫・貯水所 

第２保管庫・貯水所は，その他再処理

設備の附属施設の給水施設の第２貯水槽

を設置する。また，保管エリアを有す

る。水◇1  

第２保管庫・貯水所は，ＭＯＸ燃料加

工施設と共用する。水③-4 

第２保管庫・貯水所の主要構造は，鉄

筋コンクリート造で，地上２階（地上高

さ約 16ｍ，地下に第２貯水槽を収納す

る），平面が約 52ｍ（南北方向）×約

113ｍ（東西方向）の建物であり，堅固

な基礎版上に設置する。水◇2  

第２保管庫・貯水所機器配置図を第

2.3－144 図～第 2.3－147 図に示す。 

水◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の事業変更許可

申請書の記載に合わせて，

第１保管庫・貯水所及び第

２保管庫・貯水所の建屋構

造を記載している。 

①(P2)から 

【許可からの変更点】 

仕様表対象設備の具体的

な仕様（個数，容量）は

仕様表にて示すため，基

本設計方針に記載しな

い。 

【許可からの変更点】 

主語の明確化に伴う記載

の適正化。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１

保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯

水所について，共用によって重大事

故等時の対処に影響を及ぼさないこ

とを明確にするため，基本設計方針

に記載した。（以下同じ） 

②(P2)から 
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の必要な重大事故等対処設備が十分保管

できる容量を有する設計とすることで，

共用によって重大事故等時の対処に影響

を及ぼさない設計とする。水③-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等への対処を継続して行うた

めに，重大事故等へ対処する水源である

第１貯水槽へ水を補給するため，第２貯

水槽の水を大型移送ポンプ車及び可搬型

建屋外ホースを経由して，第１貯水槽へ

補給できる設計とする。水①-17 

 

 

重大事故等への対処を継続して行うた

めに，重大事故等へ対処する水源である

第１貯水槽へ水を補給するため，敷地外

水源から水を大型移送ポンプ車及び可搬

型建屋外ホースを経由して，第１貯水槽

へ補給できる設計とする。水①-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・

貯水所の機器配置概要図を第 186 図～第

193 図に示す。水□1  

 

補機駆動用燃料補給設備については

「リ．(４）（ⅶ） 補機駆動用燃料補

給設備」に，計装設備については「ヘ．

(３)(ⅱ)(ａ) 計装設備」に示す。 

水①-6 

 

 

水供給設備は，重大事故等への対処に

必要となる水源を確保できる設計とす

る。水①-10 

 

 

 

 

 

 

重大事故等への対処が継続する場合，

水供給設備の第２貯水槽から第１貯水槽

へ大型移送ポンプ車で水を補給できる設

計とする。水①-17 

 

 

 

 

水供給設備は，敷地外の水源から第１

貯水槽へ大型移送ポンプ車で水を補給で

きる設計とする。水①-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，重大事故等への対処を継続するた

めに第２貯水槽及び敷地外の水源から大

型移送ポンプ車を使用し，第１貯水槽へ

水を補給する。水◇1  

 

重大事故等への対処を継続して行うた

めに，重大事故等へ対処する水源である

第１貯水槽へ水を補給するため，第２貯

水槽の水を大型移送ポンプ車及び可搬型

建屋外ホースを経由して，第１貯水槽へ

補給できる設計とする。水①-17 

 

 

重大事故等への対処を継続して行うた

めに，重大事故等へ対処する水源である

第１貯水槽へ水を補給するため，敷地外

の水源から水を大型移送ポンプ車及び可

搬型建屋外ホースを経由して，第１貯水

槽へ補給できる設計とする。水①-18 

 

なお，第２貯水槽を水源とした場合で

も対処が可能である。水◇6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，これら重大事故等の収束に必要

となる水源とは別に，代替淡水源として

淡水タンク（多目的タンク，原水タン

ク，ろ過水貯蔵タンク及び純水貯蔵タン

ク）を設ける設計とする。 

代替淡水貯槽を水源として重大事故等

の対応を実施する際には，西側淡水貯水

設備を代替淡水源とし，西側淡水貯水設

備を水源として重大事故等の対応を実施

する際には，代替淡水貯槽を代替淡水源

とする。また，淡水が枯渇した場合に，

海を水源として利用できる設計とする。 

 

代替淡水貯槽は，想定される重大事故

等時において，原子炉圧力容器への注水

に使用する設計基準事故対処設備が機能

喪失した場合の代替手段である低圧代替

注水系（常設）及び低圧代替注水系（可

搬型）の水源として使用できる設計とす

る。 

西側淡水貯水設備は，想定される重大

事故等時において，原子炉圧力容器への

注水に使用する設計基準事故対処設備が

機能喪失した場合の代替手段である低圧

代替注水系（可搬型）の水源として使用

できる設計とする。 

サプレッション・チェンバ（容量

3,400 ｍ３，個数１）は，想定される重

大事故等時において，原子炉圧力容器へ

の注水に使用する設計基準事故対処設備

が機能喪失した場合の代替手段である高

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は第１貯水槽を重大事故

等への対処する水源とし，敷地外水

源から第１貯水槽へ水を補給する設

計であるため該当する記載がない。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の事業変更許可

申請書の記載に合わせて，

第１保管庫・貯水所及び第

２保管庫・貯水所の建屋構

造を記載している。 

⑧(P14)から 

⑨(P14)から 

⑤(P4)へ 

⑦(P4)へ 
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圧代替注水系，代替循環冷却系，原子炉

隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系，残

留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心

スプレイ系の水源として使用できる設計

とする。 

ほう酸水貯蔵タンクは，想定される重

大事故等時において，原子炉圧力容器へ

の注水に使用する設計基準事故対処設備

が機能喪失した場合の代替手段であるほ

う酸水注入系の水源として使用できる設

計とする。 

代替淡水源である淡水タンク（多目的

タンク，原水タンク，ろ過水貯蔵タンク

及び純水貯蔵タンク）は，想定される重

大事故等時において，代替淡水貯槽又は

西側淡水貯水設備へ水を供給するための

水源として使用できる設計とする。 

海は，想定される重大事故等時におい

て，淡水が枯渇した場合に，代替淡水貯

槽又は西側淡水貯水設備へ水を供給する

ための水源であるとともに，原子炉圧力

容器への注水に使用する設計基準事故対

処設備が機能喪失した場合の代替手段で

ある低圧代替注水系（可搬型）の水源と

して利用できる設計とする。 

 

5.8.2 代替水源供給設備 

(1) 系統構成 

設計基準事故対処設備及び重大事故等

対処設備に対して，重大事故等の収束に

必要となる十分な量の水を供給するため

に必要な設備及び海を利用するために必

要な設備として，可搬型代替注水中型ポ

ンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを設

ける設計とする。 

重大事故等の収束に必要な水源である

代替淡水貯槽へ淡水を供給するための重

大事故等対処設備として，可搬型代替注

水中型ポンプは，代替淡水源である西側

淡水貯水設備，淡水タンク（多目的タン

ク，原水タンク，ろ過水貯蔵タンク及び

純水貯蔵タンク）の淡水を，可搬型代替

注水大型ポンプは，淡水タンク（多目的

タンク，原水タンク，ろ過水貯蔵タンク

及び純水貯蔵タンク）の淡水を代替淡水

貯槽へ供給できる設計とする。 

また，淡水が枯渇した場合に，重大事

故等の収束に必要な水源である代替淡水

貯槽へ海水を供給するための重大事故等

対処設備として，可搬型代替注水中型ポ

ンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は第１貯水槽を重大事故

等への対処する水源とし，第２貯水

槽から第１貯水槽へ水を補給する設

計であるため該当する記載がない。 
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水供給設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と

共用する。水③-7,④-1 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給

設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工

施設における重大事故等対処に同時に対

処することを考慮し，十分な数量及び容

量を確保することで，共用によって重大

事故等時の対処に影響を及ぼさない設計

とする。水③-8,④-2 

 

 

 

 

 

 

 

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水

槽は，共通要因によって給水処理設備の

純水貯槽と同時にその機能が損なわれる

おそれがないように，第１保管庫・貯水

所及び第２保管庫・貯水所に設置するこ

とにより，給水処理設備の純水貯槽と位

置的分散を図る設計とする。水②-1 

また，水供給設備の第１貯水槽及び第

２貯水槽は，互いに位置的分散を図る設

計とする。水②-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水供給設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と

共用する。水③-7,④-1 

 

水供給設備は，再処理施設及びＭＯＸ

燃料加工施設における重大事故等対処に

同時に対処すること考慮し，十分な数量

及び容量を確保することで，共用によっ

て重大事故等時の対処に影響を及ぼさな

い設計とする。水③-8,④-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水

槽は，給水処理設備の純水貯槽と共通要

因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，第１保管庫・貯水所

及び第２保管庫・貯水所に設置すること

により，給水処理設備の純水貯槽と位置

的分散を図る設計とする。水②-1 

また，水供給設備の第１貯水槽及び第

２貯水槽は，互いに位置的分散を図る設

計とする。水②-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水供給設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と

共用する。水◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.2.1.2 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18 (１) 

ａ．多様性，位置的分散」に示す。 

水◇1  

ａ．常設重大事故等対処設備 

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水

槽は，給水処理設備の純水貯槽と共通要

因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，第１保管庫・貯水所

及び第２保管庫・貯水所に設置すること

により，給水処理設備の純水貯槽と位置

的分散を図る設計とする。水◇1  

また，水供給設備の第１貯水槽及び第

２貯水槽は，互いに位置的分散を図る設

計とする。水◇1  

 

 

海水を代替淡水貯槽へ供給できる設計と

する。 

重大事故等の収束に必要な水源である

西側淡水貯水設備へ淡水を供給するため

の重大事故等対処設備として，可搬型代

替注水大型ポンプは，代替淡水源である

代替淡水貯槽，淡水タンク（多目的タン

ク，原水タンク，ろ過水貯蔵タンク及び

純水貯蔵タンク）の淡水を西側淡水貯水

設備へ供給できる設計とする。 

また，淡水が枯渇した場合に，重大事

故等の収束に必要な水源である西側淡水

貯水設備へ海水を供給するための重大事

故等対処設備として，可搬型代替注水大

型ポンプは，海水を西側淡水貯水設備へ

供給できる設計とする。 

 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型

代替注水大型ポンプは，空冷式のディー

ゼルエンジンにより駆動できる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では，（設計基準事故対処設

備に対して多様性を有していること

を）設置許可記載のとおり記載して

いるが，再処理では，当該条文にて

個別に多様性を有することの記載は

不要として事業変更許可申請書に記

載していないことから基本設計方針

においても記載しない。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業指定基準規則の 33 条

重大事故等対処設備の設計

方針を各 SA 設備条文に展

開して記載しているため。 
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水供給設備の大型移送ポンプ車及び可

搬型建屋外ホースは，共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがな

いように，故障時のバックアップを含め

て必要な数量を使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋，前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

及び高レベル廃液ガラス固化建屋から

100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の

外部保管エリアに分散して保管すること

で位置的分散を図る設計とする。水②-3 

 

 

 

 

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水

槽は，他の設備から独立して単独で使用

可能とすることにより，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。水③-9 

 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車は，回

転体が飛散することを防ぐことで他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

水③-10 

 

屋外に保管する水供給設備の大型移送

ポンプ車及び可搬型建屋外ホースは，竜

巻により飛来物とならないよう必要に応

じて固縛等の措置をとることで他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

水③-11 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給

設備の第１貯水槽は，重大事故等への対

処に必要となる水を供給できる容量を有

する設計とする。水③-12,④-3 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給

設備の第２貯水槽は，大量の水が必要と

なる重大事故等への対処を継続させるた

めに水供給設備の第１貯水槽へ水を補給

 

水供給設備の大型移送ポンプ車及び可

搬型建屋外ホースは，故障時バックアッ

プを含めて必要な数量を使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，

精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋

から 100ｍ以上の離隔距離を確保した複

数の外部保管エリアに分散して保管する

ことで位置的分散を図る。水②-3 

 

 

 

 

 

 

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水

槽は，他の設備から独立して単独で使用

可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。水③-9 

 

 

 

 

 

 

 

屋外に保管する水供給設備の大型移送

ポンプ車及び可搬型建屋外ホースは，竜

巻により飛来物とならないよう必要に応

じて固縛等の措置をとることで他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

水③-11 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給

設備の第１貯水槽は，重大事故等への対

処に必要となる水を供給できる容量とし

て約20,000ｍ３（第１貯水槽Ａ約10,000

ｍ３，第１貯水槽Ｂ約 10,000ｍ３）を有

する設計とし，１基【水□2 】を有する設

計とする。水③-12,④-3 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給

設備の第２貯水槽は，大量の水が必要と

なる重大事故等への対処を継続させるた

めに水供給設備の第１貯水槽へ水を補給

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

水供給設備の大型移送ポンプ車及び可

搬型建屋外ホースは，故障時バックアッ

プを含めて必要な数量を使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，

精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋

から 100ｍ以上の離隔距離を確保した複

数の外部保管エリアに分散して保管する

ことで位置的分散を図る。水◇1  

 

(２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18 (１) 

ｂ．悪影響防止」に示す。水◇1  

ａ．常設重大事故等対処設備 

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水

槽は，他の設備から独立して単独で使用

可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。水◇1  

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

水供給設備の大型移送ポンプ車は，回

転体が飛散することを防ぐことで他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

水③-10 

 

屋外に保管する水供給設備の大型移送

ポンプ車及び可搬型建屋外ホースは，竜

巻により飛来物とならないよう必要に応

じて固縛等の措置をとることで他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

水◇1  

 

(３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18 (２) 

個数及び容量」に示す。水◇1  

ａ．常設重大事故等対処設備 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給

設備の第１貯水槽は，重大事故等への対

処に必要となる水を供給できる容量とし

て約20,000ｍ３（第１貯水槽Ａ約10,000

ｍ３，第１貯水槽Ｂ約 10,000ｍ３）を有

する設計とし，１基を有する設計とす

る。水◇1  

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給

設備の第２貯水槽は，大量の水が必要と

なる重大事故等への対処を継続させるた

めに水供給設備の第１貯水槽へ水を補給

 

代替水源及び代替淡水源からの移送ル

ートを確保するとともに，可搬型のホー

ス，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬

型代替注水大型ポンプについては，複数

箇所に分散して保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「固縛等」が指す具体的

な内容は設備によって異

なり，添付書類において

明確化するため，許可の

記載のとおりとした。

（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業指定基準規則の 33 条

重大事故等対処設備の設計

方針を各 SA 設備条文に展

開して記載しているため。 

【許可からの変更点】 

仕様表対象設備の具体的

な仕様（個数，容量）は

仕様表にて示すため，基

本設計方針に記載しな

い。 

【許可からの変更点】 

設計方針の内容を明確に

するため，36 条重大事故

等対処設備の基本設計方

針に記載する位置的分散

に係る内容を追記した。 
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できる容量を有する設計とする。 

水③-13,④-4 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給

設備の大型移送ポンプ車は，重大事故等

への対処に必要となる水を補給するため

に必要な容量を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数及び予備として故

障時のバックアップを含め十分な台数を

確保する設計とする。水③-14,④-5 

 

 

点検保守による待機除外時バックアップ

については，同型設備である第２章 個

別項目の「7.3.7 放出抑制設備」の

「7.3.7.1 放水設備」の大型移送ポン

プ車の点検保守による待機除外時バック

アップと兼用する設計とする。水③-15,

④-6 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設

備の可搬型建屋外ホースは，重大事故等

への対処に必要となる流路を確保するた

め，保有数は，必要数及び予備として故

障時のバックアップを含め十分な数量を

確保する設計とする。水③-16,④-7 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給

設備のホース展張車は，可搬型建屋外ホ

ースを運搬できる設計とするとともに，

保有数は，必要数として４台及び予備と

して故障時のバックアップを４台の合計

８台を確保する設計とする。水③-17,④

-8 

点検保守による待機除外時バックアップ

については，同型設備である第２章 個

別項目の「7.2.2  冷却水設備」の

「7.2.2.3 代替安全冷却水系」のホー

ス展張車の点検保守による待機除外時バ

ックアップと兼用する設計とする。水③

-18,④-9 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給

設備の運搬車は，可搬型建屋外ホースを

運搬できる設計とするとともに，保有数

は，必要数として４台及び予備として故

障時のバックアップを４台の合計８台を

確保する設計とする。水③-19,④-10 

できる容量として約 20,000ｍ３（第２貯

水槽Ａ約 10,000ｍ３，第２貯水槽Ｂ約

10,000ｍ３）を有する設計とし，１基

【水□2 】を有する設計とする。水③-13,

④-4 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給

設備の大型移送ポンプ車は，重大事故等

への対処に必要となる水を補給するため

に約 1,800ｍ３／ｈ【水□2 】の送水流量

を有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として４台，【水□2 】予備と

して故障時のバックアップを４台の合計

８台以上【水□2 】を確保する。水③-14,

④-5 

保守点検による待機除外時バックアップ

については，同型設備である「リ．

（４）（ⅷ）（ａ） 放水設備」の大型

移送ポンプ車の保守点検による待機除外

時バックアップと兼用する。水③-15,④

-6 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給

設備の可搬型建屋外ホースは，重大事故

等への対処に必要となる流路を確保する

ための必要数を確保することに加えて，

予備として故障時バックアップを確保す

る。水③-16,④-7 

 

ホース展張車（ＭＯＸ燃料加工施設と

共用） 

８ 台  （予備として故障時のバッ

クアップを４台） 

（待機除外時バックアッ

プを代替安全冷却水系の

ホース展張車の待機除外

時バックアップと兼用） 

水③-17,18,④-8,9 

 

 

 

 

運搬車（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

８ 台  （予備として故障時のバッ

クアップを４台） 

（待機除外時バックアッ

プを代替安全冷却水系の

運搬車の待機除外時バッ

クアップと兼用） 

水③-19,20,④-10,11 

できる容量として約 20,000ｍ３（第２貯

水槽Ａ約 10,000ｍ３，第２貯水槽Ｂ約

10,000ｍ３）を有する設計とし，１基を

有する設計とする。水◇1  

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給

設備の大型移送ポンプ車は，重大事故等

への対処に必要となる水を補給するため

に約 1,800ｍ３／ｈの送水流量を有する

設計とするとともに，保有数は，必要数

として４台，予備として故障時のバック

アップを４台の合計８台以上を確保す

る。水◇1  

 

保守点検による待機除外時バックアッ

プについては，同型設備である「9.15.1 

放水設備」の大型移送ポンプ車の保守点

検による待機除外時バックアップと兼用

する。水◇1  

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給

設備の可搬型建屋外ホースは，重大事故

等への対処に必要となる流路を確保する

ための必要数を確保することに加えて，

予備として故障時バックアップを確保す

る。水◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

基本設計方針対象設備の

個数については，許可本

文に記載の個数を踏まえ

基本設計方針に記載す

る。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

可搬型建屋外ホースにつ

いては，具体的な数量を

仕様表にて示すため，大

型移送ポンプ車等の保有

数と同じ表現に適正化し

た。 

【許可からの変更点】 

「保守点検」を「点検保

守」へ変更及び統一。

（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業指定基準規則の 33 条

重大事故等対処設備の設計

方針を各 SA 設備条文に展

開して記載しているため。 

⑩(P16)から 

⑪(P16)から 
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点検保守による待機除外時バックアップ

については，同型設備である第２章 個

別項目の「7.2.2  冷却水設備」の

「7.2.2.3 代替安全冷却水系」の運搬

車の点検保守による待機除外時バックア

ップと兼用する設計とする。水③-20,④

-11 

 

 

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水

槽は，汽水による腐食を考慮した設計と

する。水⑤-1 

 

 

地震を要因とする重大事故等が発生し

た場合に対処に用いる水供給設備の第１

貯水槽及び第２貯水槽は，第１章 共通

項目の「9.2 重大事故等対処設備」の

「9.2.7 地震を要因とする重大事故等

に対する施設の耐震設計」に基づく設計

とすることで重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。水⑤-2 

 

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水

槽は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる第１保管庫・貯水所及び第２保管

庫・貯水所に設置し，風（台風）等によ

り重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。水⑤-3 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車は，汽

水の影響に対して耐腐食性材料を使用す

る設計とする。水⑤-4 

 

また，水供給設備の大型移送ポンプ車

は，ストレーナを設置することにより直

接取水する際の異物の流入防止を考慮し

た設計とする。水⑤-5 

 

屋外に保管する水供給設備の大型移送

ポンプ車は，風（台風）及び竜巻に対し

て，風（台風）及び竜巻による風荷重を

考慮し，当該設備の転倒防止，固縛等の

措置を講じて保管する設計とする。 

水⑤-6 

 

屋外に保管する水供給設備の可搬型建

屋外ホースは，風（台風）及び竜巻に対

して，風（台風）及び竜巻による風荷重

を考慮し，収納するコンテナ等に対して

転倒防止，固縛等の措置を講じて保管す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水

槽は，コンクリート構造とすることで

【水□2 】汽水による腐食を考慮した設計

とする。水⑤-1 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる水供給設備の第１貯水槽及び第

２貯水槽は，「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)（ホ） 

地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とすること

でその機能を損なわない設計とする。 

水⑤-2 

 

 

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水

槽は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる第１保管庫・貯水所及び第２保管

庫・貯水所に設置し，風（台風）等によ

り機能を損なわない設計とする。水⑤-3 

 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車は，汽

水の影響に対して耐腐食性材料を使用す

る設計とする。水⑤-4 

 

また，水供給設備の大型移送ポンプ車

は，ストレーナを設置することにより直

接取水する際の異物の流入防止を考慮し

た設計とする。水⑤-5 

 

屋外に保管する水供給設備の大型移送

ポンプ車は，風（台風）及び竜巻に対し

て，風（台風）及び竜巻による風荷重を

考慮し，当該設備の転倒防止，固縛等の

措置を講じて保管する設計とする。 

水⑤-6 

 

屋外に保管する水供給設備の可搬型建

屋外ホースは，風（台風）及び竜巻に対

して，風（台風）及び竜巻による風荷重

を考慮し，収納するコンテナ等に対して

転倒防止，固縛等の措置を講じて保管す

 

 

 

 

 

 (４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18 (３) 

環境条件等」に示す。水◇1  

ａ．常設重大事故等対処設備 

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水

槽は，コンクリート構造とすることで汽

水による腐食を考慮した設計とする。 

水◇1  

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる水供給設備の第１貯水槽及び第

２貯水槽は，「1.7.18 （５） 地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐震

設計」に基づく設計とすることでその機

能を損なわない設計とする。水◇1  

 

 

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水

槽は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる第１保管庫・貯水所及び第２保管

庫・貯水所に設置し，風（台風）等によ

り機能を損なわない設計とする。水◇1  

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

水供給設備の大型移送ポンプ車は，汽

水の影響に対して耐腐食性材料を使用す

る設計とする。水◇1  

 

また，大型移送ポンプ車は，ストレーナ

を設置することにより直接取水する際の

異物の流入防止を考慮した設計とする。

水◇1  

 

屋外に保管する水供給設備の大型移送

ポンプ車は，風（台風）及び竜巻に対し

て，風（台風）及び竜巻による風荷重を

考慮し，当該設備の転倒防止，固縛等の

措置を講じて保管する設計とする。 

水◇1  

 

屋外に保管する水供給設備の可搬型建

屋外ホースは，風（台風）及び竜巻に対

して，風（台風）及び竜巻による風荷重

を考慮し，収納するコンテナ等に対して

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

仕様表対象設備の具体的

な仕様は仕様表にて示す

ため，材料については基

本設計方針に記載しな

い。 

【「等」の解説】 

「風（台風）等」について，考慮し

ている自然現象の内容は添付書類に

おいて明確化するため，許可の記載

のとおりとした。 

【「等」の解説】 

「コンテナ等」とは屋外に保管する

可搬型重大事故等対処設備を収納す

るための手段のうち，保管庫以外の

手段の総称として示した記載である

ことから許可の記載を用いた。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業指定基準規則の 33 条

重大事故等対処設備の設計

方針を各 SA 設備条文に展

開して記載しているため。 

【許可からの変更点】 

設計方針の内容を明確に

するため，36 条重大事故

等対処設備の基本設計方

針に記載する環境条件等

に係る内容を適正化し

た。（以下同じ） 
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る設計とする。水⑤-7 

 

地震を要因とする重大事故等が発生し

た場合に対処に用いる水供給設備の大型

移送ポンプ車は，第１章 共通項目の

「9.2 重大事故等対処設備」の「9.2.7 

地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とすること

で重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。水⑤-8 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車及び可

搬型建屋外ホースは，内部発生飛散物の

影響を考慮し，外部保管エリアの内部発

生飛散物の影響を受けない場所に保管す

ることにより，重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

水⑤-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車は，想

定される重大事故等が発生した場合にお

いても操作に支障がないように，線量率

の高くなるおそれの少ない屋外で操作可

能な設計とする。水⑤-10 

 

 

 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車及び可

搬型建屋外ホースは，簡便なコネクタ接

続に統一することにより，速やかに，容

易かつ確実に現場での接続が可能な設計

とする。水⑥-1 

 

 

 

る設計とする。水⑤-7 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる水供給設備の大型移送ポンプ車

は，「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)（ホ）地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐震

設計」に基づく設計とすることでその機

能を損なわない設計とする。水⑤-8 

 

 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車及び可

搬型建屋外ホースは，内部発生飛散物の

影響を考慮し，外部保管エリアの内部発

生飛散物の影響を受けない場所に保管す

ることにより，機能を損なわない設計と

する。水⑤-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車は，想

定される重大事故等が発生した場合にお

いても操作に支障がないように，線量率

の高くなるおそれの少ない屋外で操作可

能な設計とする。水⑤-10 

 

 

 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車及び可

搬型建屋外ホースは，コネクタ接続に統

一することにより，現場での接続が可能

な設計とする。水⑥-1 

 

 

 

 

転倒防止，固縛等の措置を講じて保管す

る設計とする。水◇1  

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる水供給設備の大型移送ポンプ車

は，「1.7.18 （５） 地震を要因とする

重大事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とすることでその機能を損な

わない設計とする。水◇1  

 

 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車及び可

搬型建屋外ホースは，内部発生飛散物の

影響を考慮し，外部保管エリアの内部発

生飛散物の影響を受けない場所に保管す

ることにより，機能を損なわない設計と

する。水◇1  

 

屋外に保管する水供給設備の大型移送

ポンプ車は，積雪及び火山の影響に対し

て，積雪に対しては除雪する手順を，火

山の影響（降下火砕物による積載荷重）

に対しては除灰する手順を整備する。 

水◇3  

 

屋外に保管する水供給設備の可搬型建

屋外ホースは，コンテナ等に収納して保

管し，積雪及び火山の影響に対して，積

雪に対しては除雪する手順を，火山の影

響（降下火砕物による積載荷重）に対し

ては除灰する手順を整備する。水◇3  

 

水供給設備の大型移送ポンプ車は，想

定される重大事故等が発生した場合にお

いても操作に支障がないように，線量率

の高くなるおそれの少ない屋外で操作可

能な設計とする。水◇1  

 

(５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18 (４) 

ａ.操作の確実性」に示す。水◇1  

水供給設備の大型移送ポンプ車及び可

搬型建屋外ホースは，コネクタ接続に統

一することにより，現場での接続が可能

な設計とする。水◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業指定基準規則の 33 条

重大事故等対処設備の設計

方針を各 SA 設備条文に展

開して記載しているため。 

【許可からの変更点】 

設計方針の内容を明確に

するため，36 条重大事故

等対処設備の基本設計方

針に記載する操作性に係

る内容を追記した。 
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9.4.2.1.3 主要設備の仕様 

水供給設備の主要設備の仕様を第 9.4

－２表に示す。水◇5  

 

 

9.4.2.1.4 系統構成及び主要設備 

(１) 系統構成 

重大事故等が発生し，前処理建屋，分

離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス

固化建屋に係る蒸発乾固への対処，燃料

貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能の

喪失若しくは燃料貯蔵プール等からの小

規模な水の漏えいその他の要因により燃

料貯蔵プール等の水位が低下した場合の

対処，燃料貯蔵プール等からの大量の水

の漏えいその他の要因により燃料貯蔵プ

ール等の水位が異常に低下した場合の燃

料貯蔵プール等への水のスプレイ，大気

中への放射性物質の放出を抑制するため

の対処，工場等外への放射線の放出を抑

制するための対処及び再処理施設の各建

物周辺における航空機衝突による航空機

燃料火災，化学火災へ対応するための対

処並びに重大事故等への対処を継続する

ために水を補給する対処が発生した場合

において，対処に必要となる水源を確保

するために水供給設備を使用する。 

水◇1  

 

 

重大事故等への対処に必要な水を供給

するための対処では，水供給設備の第１

貯水槽，第２貯水槽，大型移送ポンプ

車，可搬型建屋外ホース，ホース展張車

及び運搬車【水①-4】，補機駆動用燃料

補給設備の軽油貯槽及び軽油用タンクロ

ーリ並びに計装設備の一部である可搬型

貯水槽水位計（ロープ式），可搬型貯水

槽水位計（電波式）及び可搬型第 1貯水

槽給水流量計【水①-5】を使用する。 

 

水供給設備は，第 1貯水槽，第２貯水

槽，大型移送ポンプ車，可搬型建屋外ホ

ース，ホース展張車及び運搬車で構成す

る。水◇1  

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である

軽油貯槽を常設重大事故等対処設備とし

て設置する。水◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④(P4)へ 

③(P3)へ 
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補機駆動用燃料補給設備の一部である

軽油用タンクローリ【水①-8】，計装設

備の一部である可搬型貯水槽水位計（ロ

ープ式），可搬型貯水槽水位計（電波

式）及び可搬型第１貯水槽給水流量計

【水①-9】を可搬型重大事故等対処設備

として配備する。 

補機駆動用燃料補給設備については

「9.14.4 系統構成」に，計装設備につ

いては「6.2.1.4 系統構成及び主要設

備」に示す。水◇1  

 

 

(２) 主要設備 

蒸発乾固への対処，燃料貯蔵プール等

の冷却機能又は注水機能の喪失若しくは

燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏

えいその他の要因により燃料貯蔵プール

等の水位が低下した場合の対処，燃料貯

蔵プール等からの大量の水の漏えいその

他の要因により燃料貯蔵プール等の水位

が異常に低下した場合の燃料貯蔵プール

等への水のスプレイ，大気中への放射性

物質の放出を抑制するための対処，工場

等外への放射線の放出を抑制するための

対処並びに再処理施設の各建物周辺にお

ける航空機衝突による航空機燃料火災，

化学火災への対処ができる水源を確保す

る設計とする。水◇1  

 

重大事故等への対処を継続して行うた

めに，重大事故等へ対処する水源である

第１貯水槽へ水を補給するため，第２貯

水槽の水を大型移送ポンプ車及び可搬型

建屋外ホースを経由して，第１貯水槽へ

補給できる設計とする。水①-17 

 

 

重大事故等への対処を継続して行うた

めに，重大事故等へ対処する水源である

第１貯水槽へ水を補給するため，敷地外

の水源から水を大型移送ポンプ車及び可

搬型建屋外ホースを経由して，第１貯水

槽へ補給できる設計とする。水①-18 

 

大型移送ポンプ車は，直接取水する際

の異物の流入防止を考慮した設計とす

る。水◇1  

なお，第２貯水槽を水源とした場合で

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨(P6)へ 

⑧(P6)へ 

⑥(P4)へ 
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水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水

槽は，通常時において，重大事故等への

対処に必要な機能を確認するため，水位

を定期的に確認することができる設計と

する。また，当該機能を健全に維持する

ため，保修等が可能な設計とする。 

水⑦-1 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車は，通

常時において，重大事故等への対処に必

要な機能を確認するため，外観点検，員

数確認，性能確認，分解点検等が可能な

設計とする。また，当該機能を健全に維

持するため，保修等が可能な設計とす

る。水⑦-2 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車は，車

両として運転状態の確認及び外観の確認

が可能な設計とする。また，当該機能を

健全に維持するため，保修等が可能な設

計とする。水⑦-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水

槽は，再処理施設の運転中又は停止中

に，水位を定期的に確認することができ

る設計とする。水⑦-1 

 

 

 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車は，再

処理施設の運転中又は停止中に外観点

検，員数確認，性能確認，分解点検等が

可能な設計とする。水⑦-2 

 

 

 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車は，車

両として運転状態の確認及び外観の確認

が可能な設計とする。水⑦-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ) 重大事故等対処設備 

１） 水供給設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

第１貯水槽（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用） 

１ 基 

容 量 約20,000ｍ３（第１貯水槽Ａ

約10,000ｍ３，第１貯水

槽Ｂ約10,000ｍ３）水□2  

も対処できる設計とする。水◇1  

 

水供給設備の系統概要図を第 9.4－２

図～５図，水供給設備の機器配置概要図

を第 9.4－６図～11 図に示す。水◇4  

 

 

9.4.2.1.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18 (4) 

ｂ.試験・検査性」に示す。水◇1  

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水

槽は，再処理施設の運転中又は停止中

に，水位を定期的に確認することができ

る設計とする。水◇1  

 

 

 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車は，再

処理施設の運転中又は停止中に外観点

検，員数確認，性能確認，分解点検等が

可能な設計とする。水◇1  

 

 

 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車は，車

両として運転状態の確認及び外観の確認

が可能な設計とする。水◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業指定基準規則の 33 条

重大事故等対処設備の設計

方針を各 SA 設備条文に展

開して記載しているため。 

【「等」の解説】 

「外観点検，員数確認，性能確認，

分解点検等」が指す具体的な内容

は，保安規定に基づく管理において

明確化するため，基本設計方針では

等とした。 

【「等」の解説】 

「当該機能を健全に維持するため，

保修等」が指す具体的な内容は，保

安規定に基づく管理において明確化

するため，基本設計方針では等とし

た。 

【許可からの変更点】 

設計方針の内容を明確に

するため，36 条重大事故

等対処設備の基本設計方

針に記載する試験・検査

に係る内容を追記した。 
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第２貯水槽（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用） 

１ 基 

容 量 約20,000ｍ３（第２貯水槽Ａ

約10,000ｍ３，第２貯水

槽Ｂ約10,000ｍ３）水□2  

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

大型移送ポンプ車（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用） 

８ 台  （予備として故障時のバッ

クアップを４台） 

（待機除外時バックアッ

プを放水設備の大型移送

ポンプ車の待機除外時バ

ックアップと兼用） 

容 量 約1,800ｍ３／ｈ／台水□2  

 

可搬型建屋外ホース（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用） 

１ 式水□2  

 

 

ホース展張車（ＭＯＸ燃料加工施設と

共用） 

８ 台  （予備として故障時のバッ

クアップを４台） 

（待機除外時バックアッ

プを代替安全冷却水系の

ホース展張車の待機除外

時バックアップと兼用） 

水③-17,18,④-8,9 

 

 

運搬車（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

８ 台  （予備として故障時のバッ

クアップを４台） 

（待機除外時バックアッ

プを代替安全冷却水系の

運搬車の待機除外時バッ

クアップと兼用） 

水③-19,20,④-10,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪(P10)へ 

⑩(P10)へ 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第四十五条（重大事故時等への対処に必要となる水の供給設備） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

水① 

重大事故等への対処に必要と

なる十分な量の水を有する水

源の確保及び十分な量の水を

供給するために必要な設備に

関する説明 

技術基準規則（第 45 条）の要求事

項を受けている内容 
１項 － f 

水② 共通要因故障に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 45 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条２項） 

（36 条３項２号） 

（36 条３項４号） 

（36 条３項６号） 

－ b 

水③ 悪影響防止に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 45 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項６号） 
－ b 

水④ 個数及び容量に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 45 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項１号） 
－ a 

水⑤ 環境条件等に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 45 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項２号） 

（36 条１項７号） 

（36 条３項３号） 

（36 条３項４号） 

－ b 

水⑥ 操作性の確保に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 45 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項３号） 

（36 条１項５号） 

（36 条３項１号） 

（36 条３項５号） 

－ b 

水⑦ 
試験・検査性の確保に関する内

容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち技術基準規則

（第 45 条）の設備として考慮すべ

き特記事項 

－ 

（36 条１項４号） 
－ b 

水⑧ 

重大事故等への対処に必要な

水を供給するための対処に使

用する設備 

重大事故等への対処に必要な水を

供給するための対処に使用する代

替安全冷却水系に係る事項 

－ － c 

水⑨ 

重大事故等への対処に必要な

水を供給するための対処に使

用する設備 

重大事故等への対処に必要な水を

供給するための対処に使用する代

替注水設備に係る事項 

－ － d 
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別紙１② 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

水⑩ 

重大事故等への対処に必要な

水を供給するための対処に使

用する設備 

重大事故等への対処に必要な水を

供給するための対処に使用するス

プレイ設備に係る事項 

－ － d 

水⑪ 

重大事故等への対処に必要な

水を供給するための対処に使

用する設備 

重大事故等への対処に必要な水を

供給するための対処に使用する放

水設備に係る事項 

－ － e 

水⑫ 

重大事故等への対処に必要な

水を供給するための対処に使

用する設備 

重大事故等への対処に必要な水を

供給するための対処に使用する注

水設備に係る事項 

－ － e 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

水□1  配置図の呼び込み 配置図の呼び込み場所の記載である。 g 

水□2  設備仕様 仕様表にて記載する。 h 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

水◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）又は添付書類の記

載と重複する内容である。 
－ 

水◇2  設備仕様 仕様表にて記載する。 h 

水◇3  
保安規定（除雪及び除灰）に関

する事項 

保安規定（除雪及び除灰）に関する事項は第 36 条「重大

事故等対処設備」にて明確にするため，記載しない。 
－ 

水◇4  系統図，配置図の呼び込み 系統図，配置図の呼び込み場所の記載である。 g 

水◇5  仕様表の呼び込み 仕様表の呼び込み場所の記載であるため記載しない。 h 

水◇6  設備の運用に係る記載 設備の運用に関する事項であるため記載しない。 － 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

b Ⅵ-1-1-4-2 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

c Ⅵ-1-1-2-2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備に関する説明書 

d Ⅵ-1-2-2 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備に関する説明書 

e Ⅵ-1-8-2 工場等外への放射性物質の放出を抑制するための設備に関する説明書 

f Ⅵ-1-8-3 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に関する説明書 

g 

Ⅵ-2-3 系統図 

Ⅵ-2-4 配置図 

Ⅵ-2-5 構造図 

h 仕様表（設計条件及び仕様） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十六条 （電源設備）（1 / 46） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四十六条 

 再処理施設には、設計基準

事故に対処するための設備の

電源が喪失したことにより重

大事故等が発生した場合にお

いて当該重大事故等に対処す

るために必要な電力を確保す

るために必要な設備が設けら

れていなければならない。 

①，②  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 個別項目 

7. その他再処理設備の附属施設 

7.1 動力装置及び非常用動力装置 

7.1.1 電気設備 

電気設備の設計に係る共通的な設計方

針については，第１章 共通項目の

「２．地盤」，「３．自然現象等」，

「５．火災等による損傷の防止」，

「６．再処理施設内における溢水による

損傷の防止」，「７．再処理施設内にお

ける化学薬品の漏えいによる損傷の防

止」，「９．設備に対する要求」及び

「10. その他」に基づくものとする。 

 

設計基準事故に対処するための設備の

電源が喪失したことにより重大事故等が

発生した場合において当該重大事故等に

対処するために必要な電力を確保するた

めに代替電源設備及び代替所内電気設備

を設ける設計とする。①-1，①-7 

 

重大事故等の対処に必要な電力を確保

するための設備は，代替電源設備及び代

替所内電気設備で構成し，電力を供給で

きる設計とする。①-2 

 

全交流動力電源喪失が発生した場合に

おいて，冷却機能の喪失による蒸発乾固

に対処するための設備，放射線分解によ

り発生する水素による爆発に対処するた

めの設備，使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

ための設備，制御室の居住性を確保する

ための設備，計装設備及び通信連絡に必

要な電力を確保できる設計とする。①-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

ⅱ) 重大事故等対処施設 

(ｋ) 電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準事故に対処するための設備の

電源が喪失したことにより重大事故等が

発生した場合において当該重大事故等に

対処するために必要な電力を確保するた

めに必要な設備を設ける設計とする。①

-1 

 

重大事故等の対処に必要な電力を確保

するための設備は，「代替電源設備」及

び「代替所内電気設備」で構成する設計

とする。①-2 

 

全交流動力電源喪失が発生した場合に

おいて，冷却機能の喪失による蒸発乾固

に対処するための設備，放射線分解によ

り発生する水素による爆発に対処するた

めの設備，使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

ための設備，制御室の居住性を確保する

ための設備，計装設備及び通信連絡を行

うために必要な設備に電力を確保するた

めに必要な設備を重大事故等対処設備と

して設置及び保管する設計とする。①-6 

 

 

 

全交流動力電源喪失が発生した場合に

おいて必要とする重大事故等対処設備

は，代替電源設備及び代替所内電気設備

を使用する設計とする。①-7 

 

 

 

 

また，必要な電力を供給するために

「補機駆動用燃料補給設備」を設ける設

計とする。②-1 

 

1. 安全設計 

1.9 再処理施設に関する「再処理施設

の位置、構造及び設備の基準に関す 

る規則」への適合性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.42 電源設備 

適合のための設計方針 

設計基準事故に対処するための設備

の電源が喪失したことにより重大事故

等が発生した場合において，重大事故

等に対処するために必要な電力を確保

するために必要な設備を設置及び保管

する設計とする。◇1  

第１項について 

設計基準事故に対処するための設備

の電源が喪失（全交流動力電源喪失）

した場合において，重大事故等に対処

するために必要な電力を確保するた

め，非常用ディーゼル発電機の代替電

源設備として，可搬型発電機を配備す

る。また，非常用所内電源系統（非常

用所内電源設備（非常用ディーゼル発

電機，非常用蓄電池，燃料貯蔵設備

等）及び安全上重要な施設への電力を

供給するための設備（安全上重要な施

設へ電力を供給する金属閉鎖配電盤

（メタルクラッド(MC) ），パワーセン

ター(P/C)，モーターコントロールセン

ター(MCC)，ケーブル等）の一連の設

備）の代替所内電気設備として，重大

事故対処用母線（常設分電盤，常設ケ

ーブル）を設置し，可搬型分電盤及び

可搬型電源ケーブルを配備する。◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

対象設備を具体化した。 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 
波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に手当てしない事項 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

  ：発電炉との差異の理由     ：許可からの変更点等 

                 

【凡例】 

【許可からの変更点】 

文末表現を設計のあり方を示す

表現として「（設計目的）～設

計とする」との記載に修正。

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

代替電源設備及び代替所

内電気設備の設置及び保

管に関する設計方針が重

複することから，電源の

供給先に限定した記載に

修正した。 

③（P39）へ 

①（P6）から 

②（P7）から 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全交流動力電源喪失を要因とせずに発

生する動的機器の機能喪失又は人為的な

過失の重畳を要因として発生する臨界事

故の拡大を防止するための設備，有機溶

媒等による火災又は爆発に対処するため

の設備，冷却機能の喪失による蒸発乾固

に対処するための設備，放射線分解によ

り発生する水素による爆発に対処するた

めの設備，使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

対処に用いる放射線監視設備，計装設備

及び通信連絡を行うために必要な設備に

電力を供給する設備については，設計基

準対象の施設の保安電源設備の一部を兼

用し，常設重大事故等対処設備として位

置付け，必要な電力を供給する設計とす

る。③-2 

 

 

全交流動力電源喪失を要因とせずに発

生する重大事故等に対処するための電気

設備は，設計基準対象の施設の保安電源

設備の一部である受電開閉設備等を兼用

し，同じ系統構成で常設重大事故等対処

設備として使用する設計とする。③-3 

 

 

 

外部電源が健全な環境の条件におい

て，動的機器の機能喪失又は人為的な過

失の重畳を要因として発生する重大事故

等の対処に必要な電力を供給する設備

は，設計基準事故に対処するための電気

設備を常設重大事故等対処設備として位

置付け，位置的分散は不要とする設計と

する。③-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，全交流動力電源喪失を要因とせ

ずに発生する動的機器の機能喪失又は人

為的な過失の重畳を要因として発生する

臨界事故の拡大を防止するための設備，

有機溶媒等による火災又は爆発に対処す

るための設備，冷却機能の喪失による蒸

発乾固に対処するための設備，放射線分

解により発生する水素による爆発に対処

するための設備，使用済燃料貯蔵槽の冷

却等の対処に用いる放射線監視設備，計

装設備及び通信連絡を行うために必要な

設備に電力を供給する設備については，

設計基準対象の施設の保安電源設備の一

部を兼用し，常設重大事故等対処設備と

して位置付ける。③-2 

 

 

 

全交流動力電源喪失を要因とせずに発

生する重大事故等に対処するための電気

設備は，設計基準対象の施設の保安電源

設備の一部である受電開閉設備等を兼用

し，同じ系統構成で常設重大事故等対処

設備として使用する設計とする。③-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 全交流動力電源喪失を要因として

発生する重大事故等に対処するための

電力を確保するための設備による給電 

ａ．代替電源設備 

全交流動力電源喪失が発生した場合

の重大事故等対処設備として，代替電

源設備を使用する設計とする。◇1  

代替電源設備は，非常用電源建屋か

ら離れた場所に保管することで，非常

用電源建屋内の非常用ディーゼル発電

機に対して，独立性を有し，共通要因

によって同時に機能を損なわないよ

う，位置的分散を図る設計とし，重大

事故等への対処に必要となる十分な容

量を確保する設計とする。◇1  

代替電源設備は，設置場所（使用場

所）にて，速やかに起動し，代替所内

電気設備へ接続することで電力を供給

できる設計とする。◇3  

ｂ．代替所内電気設備 

代替所内電気設備は，重大事故対処

用母線（常設分電盤，常設ケーブ

ル），可搬型分電盤及び可搬型電源ケ

ーブルで構成し，代替電源設備の電路

として使用し，必要となる電力を供給

する設計とする。◇1  

代替所内電気設備は，設計基準事故

に対処するための設備である安全上重

要な施設へ電力を供給するための設備

と，共通要因によって同時に機能を損

なわない設計とする。また，代替所内

電気設備及び設計基準事故に対処する

ための設備である安全上重要な施設へ

の電力を供給するための設備は，少な

くとも１系統は機能の維持及び人の接

近性の確保を図る設計とする。◇1  

代替電源設備との接続箇所は，共通

要因によって接続できなくなることを

防止するため，位置的分散を図った複

数箇所に設置する設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③-6（P3 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤（P22）から 

④（P6）から 

【許可からの変更点】 

第 46 条電源設備にて考

慮すべき事項を具体的に

展開するため、添付より

引用。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では、外

部電源が健全な環境

条件において、設計

基準対象の施設の一

部を重大事故等の対

処として使用するた

め。 

【「等」の解説】 

「受電開閉設備等」が指

す内容は，受電開閉設

備， 6.9ｋＶ非常用母

線，460Ｖ非常用母線等

であり，添付の説明書で

示すため，当該箇所では

許可の記載を用いた。

（以下同じ） 
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重大事故等発生前（通常時）の動的機

器の機能喪失又は人為的な過失の重畳を

要因として発生する臨界事故及び有機溶

媒等による火災又は爆発の対処について

は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給

系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給

系，重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱

停止設備，代替可溶性中性子吸収材緊急

供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収

材供給回路，重大事故時供給停止回路，

計測制御装置，制御室換気設備，廃ガス

貯留設備，放射線監視設備，試料分析関

係設備，環境管理設備，臨界事故時水素

掃気系及び通信連絡設備を使用するた

め，設計基準対象の施設の保安電源設備

の一部である受電開閉設備，受電変圧

器， 6.9ｋＶ非常用主母線，6.9ｋＶ運転

予備用主母線，6.9ｋＶ常用主母線，6.9

ｋＶ非常用母線，6.9ｋＶ運転予備用母

線，6.9ｋＶ常用母線，460Ｖ非常用母

線，460Ｖ運転予備用母線，非常用直流電

源設備，直流電源設備，非常用計測制御

用交流電源設備及び計測制御用交流電源

設備を常設重大事故等対処設備（設計基

準対象の施設と兼用）として位置付け，

必要な電力を確保できる設計とする。③-

1, ③-4，③-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等発生前（平常運転時）の動

的機器の機能喪失又は人為的な過失の重

畳を要因として発生する臨界事故及び有

機溶媒等による火災又は爆発の対処に用

いる設備に電力を供給する電気設備につ

いては，設計基準対象の施設の保安電源

設備の一部である受電開閉設備等を兼用

し，常設重大事故等対処設備（設計基準

対象の施設と兼用）として位置付け，電

力を確保する設計とする。③-1 

 

 

外部電源が健全な環境の条件におい

て，動的機器の機能喪失又は人為的な過

失の重畳を要因として発生する重大事故

等の対処に必要な電力を供給する電気設

備は，設計基準対象の施設の保安電源設

備の一部である受電開閉設備等を兼用

し，常設重大事故等対処設備として位置

付け，必要な電力を供給する設計とす

る。③-4 

 

設計基準事故に対処するための電気設

備は，重大事故等発生前（通常時）の動

的機器の機能喪失又は人為的な過失の重

畳を要因として発生する臨界事故及び有

機溶媒等による火災又は爆発の対処につ

いては，「ロ．（７）（ⅰ）（ｌ） 制

御室等」，「ロ．（７）（ⅰ）（ｐ） 

監視設備」，「ロ．（７）（ⅰ）（ｓ） 

通信連絡設備」，「ロ．（７）（ⅱ）

（ｃ） 臨界事故の拡大を防止するため

の設備」，「ロ．（７）（ⅱ）（ｆ） 

有機溶媒等による火災又は爆発に対処す

るための設備」，「ロ．（７）（ⅱ）

（ｇ） 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のた

めの設備」及び「ロ．（７）（ⅱ）

（ｌ） 計装設備」を使用するため，受

電開閉設備，受電変圧器，6.9ｋＶ非常

用主母線，6.9ｋＶ運転予備用主母線，

6.9ｋＶ常用主母線，6.9ｋＶ非常用母

線，6.9ｋＶ運転予備用母線，6.9ｋＶ常

用母線，460Ｖ非常用母線，460Ｖ運転予

備用母線，第１非常用直流電源設備，第

２非常用直流電源設備，直流電源設備，

非常用計測制御用交流電源設備及び計測

制御用交流電源設備を常設重大事故等対

処設備（設計基準対象の施設と兼用）と

して位置付け，必要な電力を確保できる

設計とする。③-5 

 

 

 

(２) 全交流動力電源喪失を要因とせず

に発生する重大事故等に対処するため

の設備による給電 

ａ．設計基準対象の施設と兼用する電

気設備 

全交流動力電源喪失を要因とせずに

発生する重大事故等に対処するための

電気設備は，設計基準対象の施設の保

安電源設備の一部である受電開閉設備

等を兼用し，同じ系統構成で常設重大

事故等対処設備として使用する設計と

する。◇1  

外部電源が健全な環境の条件におい

て，動的機器の機能喪失又は人為的な

過失の重畳を要因として発生する重大

事故等の対処に必要な電力を供給する

設備は，設計基準事故に対処するため

の電気設備を常設重大事故等対処設備

として位置付け，位置的分散は不要と

する設計とする。③-6 

 

(３) 重大事故等の対処に用いる設備に

対する補機駆動用燃料補給設備による

給油 

ａ．補機駆動用燃料補給設備 

補機駆動用燃料補給設備は，重大事

故等時に補機駆動用の軽油を補給する

設備として，軽油貯槽及び軽油用タン

クローリを使用する。可搬型発電機，

可搬型空気圧縮機，可搬型中型移送ポ

ンプ，大型移送ポンプ車等は，軽油貯

槽から軽油用タンクローリを用いて燃

料を補給する設計とする。◇1  

 

 補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽

及び軽油用タンクローリは，第１非常

用ディーゼル発電機の重油タンク及び

第２非常用ディーゼル発電機の燃料油

貯蔵タンクから離れた屋外に分散して

保管することで，独立性を有し，共通

要因によって同時に機能を損なわない

よう，位置的分散を図る設計とし，想

定する重大事故等への対処に必要とな

る十分な容量を確保する設計とする。

◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③-6（P2 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

対象設備を具体化した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では、外

部電源が健全な状況

において、設計基準

対象の施設の一部を

重大事故等の対処と

して使用するため。 

⑦（P23）から 

⑥（P5）から 

⑧（P23）から 

【許可からの変更点】 

設備区分を適正化した。 

2223



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十六条 （電源設備）（4 / 46） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1.9 代替電源設備 

 

代替電源設備は，前処理建屋可搬型発

電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋

可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型発電機，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機で構成し，設置場所で他の設備から独

立して使用可能とすることにより，電力

を供給できる設計とする。①-8 

 

代替電源設備は，監視設備，計測制御

設備，計測制御装置，制御室換気設備，

代替換気設備，代替モニタリング設備及

び代替通信連絡設備に必要な電力を確保

できる設計とする。①-9 

 

代替電源設備は，非常用ディーゼル発

電機に対して，独立性を有し，位置的分

散を図る設計とし，必要な期間にわたり

重大事故等への対処に必要となる十分な

容量を確保する設計とする。①-3,①-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替電源設備は，非常用所内電源設備

に対して，独立性を有し，位置的分散を

図る設計とし，必要な期間にわたり重大

事故等への対処に必要となる十分な容量

を確保する設計とする。①-3 

 

 

 

代替所内電気設備は，設計基準事故に

対処するための設備である安全上重要な

施設への電力を供給するための設備と共

通要因によって同時に機能を損なわない

設計とする。①-4 

 

 

 

また，代替所内電気設備及び設計基準

事故に対処するための設備である安全上

重要な施設への電力を供給するための設

備は，少なくとも１系統は機能の維持及

び人の接近性の確保を図る設計とする。

①-5 

 

 

 

 

補機駆動用燃料補給設備は，非常用

所内電源設備の燃料貯蔵設備と共通要

因によって同時に機能を損なわないよ

う，異なる燃料を使用することによ

り，非常用所内電源設備の燃料貯蔵設

備に対して多様性を有する設計とす

る。◇1  

 また，重大事故等が発生し，計測機

器の直流電源の喪失，その他の故障に

より重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを計測す

ることが困難となった場合において

は，可搬型の計測設備により重大事故

等の対処に有効なパラメータを計測で

きる設計としている。可搬型の計測設

備を可搬型発電機に接続し給電開始で

きるまでの間は，電源を必要としない

計測機器又は乾電池，充電池を用いた

計測設備で重大事故等に対処するため

に有効なパラメータを計測できる設計

とすることから，事業所内恒設蓄電式

直流電源設備は設けない設計とする。

なお，充電池を用いる計測機器につい

て，充電が枯渇した場合には計測機器

に付属する充電器により充電を行うこ

とから，整流器等の充電設備は不要と

する設計とする。◇6  

 安全上重要な施設を除く安全機能を

有する施設（常用所内電源系統）は，

常設耐震重要重大事故等対処設備を設

置する重大事故等対処施設に対し，波

及的影響を与えることなく，重大事故

等に対処するために必要な機能を損な

わない設計とする。◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-8（P7 から） 

 

 

 

①-9（P7 から） 

 

 

 

 

①-11（P7 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

対象設備の具体化。 

⑨（P13）へ 

⑩（P13）へ 
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重大事故等時において，ＭＯＸ燃料加

工施設と共用する制御建屋可搬型発電機

は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設

における重大事故等対処に同時に対処す

ることを考慮し，十分な容量を確保する

ことで，共用によって重大事故等時の対

処に影響を及ぼさない設計とする。⑤-1,

⑤-15 

 

 

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機は，計測制

御設備のけん引車を兼用し，外部保管エ

リアから建屋近傍まで運搬する設計とす

る。なお，けん引車については第2章 個

別項目の「4.1 計測制御設備」に示す。

⑩ 

 

 

 

 

 

重大事故等発生前（平常運転時）の動

的機器の機能喪失又は人為的な過失の重

畳を要因として発生する臨界事故及び有

機溶媒等による火災又は爆発の対処に用

いる設備に電力を供給する電気設備につ

いては，設計基準対象の施設の保安電源

設備の一部である受電開閉設備等を兼用

し，常設重大事故等対処設備（設計基準

対象の施設と兼用）として位置付け，電

力を確保する設計とする。③-1 

 

 

 

補機駆動用燃料補給設備は，非常用所

内電源設備の燃料貯蔵設備から離れた屋

外に分散して保管することで，共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，

位置的分散を図る設計とする。②-2 

 

 

 

 

また，想定する重大事故等への対処に

必要となる十分な容量を確保する設計と

する。②-3 

 

 

 

 

重大事故等の発生から，可搬型の計測

設備に可搬型発電機を接続し，給電開始

できるまでの間は，電源を必要としない

計測機器での計測又は電源を必要とする

計測機器については，乾電池及び充電池

を用いて電力を供給し計測することが可

能であることから，事業所内恒設蓄電式

直流電源設備は設けない設計とする。□1  

 

 

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機は，「ロ．

（７）（ⅱ）（ｌ） 計装設備」の一部

である計装設備のけん引車を兼用し，外

部保管エリアから建屋近傍まで運搬する

設計とする。⑩ 

 

 

 

 

9. その他再処理設備の附属施設 

9.1 概要 

9.2 電気設備 

9.2.2 重大事故等対処設備 

9.2.2.1 概要 

(１) 全交流動力電源喪失を要因として

発生する重大事故等に対処するための

電力を確保するための設備 

全交流動力電源喪失により，重大事

故等が発生した場合において，当該重

大事故等に対処するために必要な電力

を確保するため，非常用ディーゼル発

電機の代替電源設備として，前処理建

屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電

機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電

機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬

型発電機及び使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電機を配備す

る。◇1  

 

また，非常用所内電源系統の代替所

内電気設備として，重大事故対処用母

線を設置し，可搬型分電盤及び可搬型

電源ケーブルを配備する。◇1  

 

代替電源設備及び代替所内電気設備

は，重大事故等の対処に必要な電力を

確保できる設計とする。◇1  

 

代替電源設備及び代替所内電気設備

の配置図を第9.2－８図～第9.2－14 図

に示す。◇2  

 

(２) 全交流動力電源喪失を要因とせず

に発生する重大事故等に対処するため

の設備 

全交流動力電源喪失を要因とせず外

部電源が健全な環境条件において，動

的機器の機能喪失又は人為的な過失の

重畳を要因として発生する重大事故等

の対処に必要な電力を供給する電気設

備は，設計基準対象の施設の保安電源

設備の一部である受電開閉設備等を兼

用し，常設重大事故等対処設備として

位置付ける。◇1  

 

常設重大事故等対処設備は，重大事

故等の対処に必要な設備へ必要な電力

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-1（P6 から） 

⑤-15（P10 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥（P3）へ 

⑪（P40）へ 

⑫（P40）へ 

⑬（P8）から 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

全交流電源喪失した際

に重大事故等の対処に

必要な電力を確保する

ために重大事故等対処

設備を使用する基本方

針は，同様であるが，

対象設備をＭＯＸ燃料

加工施設と共用して使

用する方針が異なるた

め。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の可搬型設

備のうち使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施

設可搬型発電機はけん

引車を用いて運搬する

ため。 

【許可からの変更点】 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する設

備については、共用した場合にお

いても対処に影響を及ぼさない設

計であることを明確にするため、

記載を適正化。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

対象設備を具体化し

た。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

設工認の章立てに合わ

せて引用先を適正化し

た。 

（以下同じ） 
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リ．その他再処理設備の附属施設の構造

及び設備 

(１) 動力装置及び非常用動力装置の構

造及び設備 

(ⅰ) 電気設備 

(ａ) 構 造 

(ロ) 重大事故等対処設備 

 

全交流動力電源喪失が発生した場合に

おいて，冷却機能の喪失による蒸発乾固

に対処するための設備，放射線分解によ

り発生する水素による爆発に対処するた

めの設備，使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

ための設備，制御室の居住性を確保する

ための設備，計装設備及び通信連絡を行

うために必要な設備に電力を確保するた

めに必要な設備を重大事故等対処設備と

して設置及び保管する設計とする。①-6 

 

 

 

 

また，全交流動力電源喪失を要因とせ

ずに発生する動的機器の機能喪失又は人

為的な過失の重畳を要因として発生する

臨界事故の拡大を防止するための設備，

有機溶媒等による火災又は爆発に対処す

るための設備，冷却機能の喪失による蒸

発乾固に対処するための設備，放射線分

解により発生する水素による爆発に対処

するための設備，使用済燃料貯蔵槽の冷

却等の対処に用いる放射線監視設備，計

装設備及び通信連絡を行うために必要な

設備に電力を供給する設備については，

設計基準対象の施設の保安電源設備の一

部を兼用し，常設重大事故等対処設備と

して位置付ける。③-2 

 

 

 

重大事故等時において，共用する受電

開閉設備等は，再処理施設及びＭＯＸ燃

料加工施設における重大事故等対処を考

慮し，共用によって重大事故等時の対処

に影響を及ぼさない設計とする。⑤-1,

⑤-2,⑤-21，⑤-23，⑤-24 

 

 

 

 

を給電できる設計とする。◇1  

 

重大事故等時において，共用する受

電開閉設備等は，再処理施設及びＭＯ

Ｘ燃料加工施設における重大事故等対

処を考慮し，共用によって重大事故時

の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。◇1  

 

9.2.2.2 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18

（１）ａ．多様性，位置的分散」に示

す。◇1  

 

ａ．全交流動力電源喪失を要因として

発生する重大事故等に対処するために

電力を確保するための設備 

１） 代替電源設備 

代替電源設備の使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機は，第

１非常用ディーゼル発電機と共通要因

によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，通常は外部保管エ

リアに保管し，対処時は建屋近傍の屋

外に運搬し使用することで，第１非常

用ディーゼル発電機に対して独立性を

有する設計とする。◇1  

 

代替電源設備の前処理建屋可搬型発

電機，分離建屋可搬型発電機，制御建

屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レ

ベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機

は，第２非常用ディーゼル発電機と共

通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，通常は前処

理建屋，分離建屋，制御建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高

レベル廃液ガラス固化建屋の近傍の屋

外に保管し，対処時はその場で運転し

使用することで，第２非常用ディーゼ

ル発電機に対して独立性を有する設計

とする。◇1  

 

代替電源設備の使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機は，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の第１非

常用ディーゼル発電機と共通要因によ

って，同時にその機能が損なわれるお

 

2.2 常設代替交流電源設備 

設計基準事故対処設備の電源が喪失

したことにより重大事故等が発生した

場合において，炉心の著しい損傷，原

子炉格納容器の破損，使用済燃料プー

ル内の燃料体等の著しい損傷及び運転

停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を

防止するために必要な交流負荷へ電力

を供給する常設代替交流電源設備とし

て常設代替高圧電源装置を設ける設計

とする。 

 

常設代替交流電源設備は，常設代替

高圧電源装置，電路，計測制御装置等

で構成し，設計基準事故対処設備の交

流電源が喪失（全交流動力電源喪失）

した場合に，重大事故等時に対処する

ために常設代替高圧電源装置を中央制

御室での操作にて速やかに起動し，緊

急用メタルクラッド開閉装置を介して

メタルクラッド開閉装置 2C 又はメタ

ルクラッド開閉装置 2D へ接続するこ

とで電力を供給できる設計とする。 

 

常設代替交流電源設備は，非常用交

流電源設備と共通要因によって同時に

機能を損なわないよう，常設代替高圧

電源装置の冷却方式を空冷とすること

で，冷却方式が水冷である 2C·2D 非

常用ディーゼル発電機及び高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を用いる非

常用交流電源設備に対して多様性を有

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-1（P5へ） 

⑤-2（P24へ） 

⑤-21（P25へ） 

⑤-23（P26へ） 

⑤-24（P28へ） 

 

 

 

①（P1）へ 

④（P2）へ 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

全交流電源喪失した

際に重大事故等の対

処に必要な電力を確

保するために必要な

設備を設ける基本方

針は，同様である

が，対処に必要とな

る設備が異なるた

め。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

全交流電源喪失した

際に重大事故等の対

処に必要な電力を確

保するための対処に

関する基本方針は，

同様であるが，対処

の方法が異なるた

め。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

全交流電源喪失した

際に重大事故等の対

処に必要な電力を確

保するために必要な

設備の多様性を確保

する基本方針は，同

様であるが，対処に

必要となる設備が異

なるため。 
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１） 全交流動力電源喪失を要因とし

て発生する重大事故等に対処するための

電力を確保するための設備 

 

全交流動力電源喪失が発生した場合に

おいて必要とする重大事故等対処設備

は，代替電源設備及び代替所内電気設備

を使用する設計とする。①-7 

 

 

 

代替電源設備は，前処理建屋可搬型発

電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋

可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型発電機，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機で構成し，設置場所で他の設備から独

立して使用可能とすることにより，電力

を供給できる設計とする。①-8 

 

代替電源設備は，「ロ．（７）（ⅰ）

（ｌ） 制御室等」，「ロ．（７）

（ⅰ）（ｐ）監視設備」，「ロ．（７）

（ⅰ）（ｓ） 通信連絡設備」，「ロ．

（７）（ⅱ）（ｄ）冷却機能の喪失によ

る蒸発乾固に対処するための設備」，

「ロ．（７）（ⅱ）（ｅ） 放射線分解

により発生する水素による爆発に対処す

るための設備」及び「ロ．（７）（ⅱ）

（ｌ） 計装設備」に必要な電力を供給

するために使用する設計とする。①-9 

 

代替所内電気設備は，常設の重大事故

対処用母線，可搬型分電盤及び可搬型電

源ケーブルで構成し，設置場所で他の設

備から独立して使用可能とすることによ

り，電力を供給できる設計とする。①-

10 

 

全交流動力電源喪失が発生した場合に

おいて必要とする重大事故等対処設備

は，非常用ディーゼル発電機及び非常用

所内電源系統に対して，独立性を有し，

位置的分散を図る設計とする。①-11,①

-12 

 

 

 

 

それがないように，故障時バックアッ

プを含めて必要な数量を第１非常用デ

ィーゼル発電機が設置される建屋から

100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の

外部保管エリアに分散して保管するこ

とで位置的分散を図る。◇1  

 

代替電源設備の前処理建屋可搬型発

電機，分離建屋可搬型発電機，制御建

屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レ

ベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機

は，非常用電源建屋の第２非常用ディ

ーゼル発電機と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがない

ように，故障時バックアップを含めて

必要な数量を第２非常用ディーゼル発

電機が設置される建屋から100ｍ以上の

離隔距離を確保した外部保管エリアに

保管するとともに，対処を行う建屋近

傍にも保管することで位置的分散を図

る。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設代替交流電源設備の常設代替高

圧電源装置は，原子炉建屋付属棟から

離れた屋外（常設代替高圧電源装置置

場）に設置することで，原子炉建屋付

属棟内の 2C·2D 非常用ディーゼル発

電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機と共通要因によって同時に機

能を損なわないよう， 位置的分散を

図る設計とする。 

 

常設代替交流電源設備は，常設代替高

圧電源装置からメタルクラッド開閉装

置 2C 及びメタルクラッド開閉装置 

2D までの系統において，独立した電

路で系統構成することにより，2C·2D 

非常用ディーゼル発電機からメタルク

ラッド開閉装置 2C 及びメタルクラッ

ド開閉装置 2D までの系統に対して，

独立性を有する設計とする。これらの

多様性及び位置的分散並びに電路の独

立性によって，常設代替交流電源設備

は非常用交流電源設備に対して独立性

を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-8（P4 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-9（P4 へ） 

 

 

 

 

①-10（P13 へ） 

 

 

 

 

①-11（P4 へ） 

①-12（P13 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

②（P1）へ 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

全交流電源喪失し

た際に重大事故等

の対処に必要な電

力を確保するため

に必要な設備の位

置的分散を確保す

る基本方針は，同

様であるが，対処

に必要となる設備

が異なるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

全交流電源喪失し

た際に重大事故等

の対処に必要な電

力を確保するため

に必要な設備の独

立性を確保するた

めの基本方針は，

同様であるが，対

処に必要となる設

備が異なるため。 
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代替電源設備は，共通要因によって第

１非常用ディーゼル発電機又は第２非常

用ディーゼル発電機と同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，異なる燃

料を使用することで，第１非常用ディー

ゼル発電機又は第２非常用ディーゼル発

電機に対して，多様性を図る設計とす

る。④-1 

 

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機は，共通要

因によって第１非常用ディーゼル発電機

と同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，通常は外部保管エリアに保管

し，対処時は建屋近傍の屋外に運搬し使

用することで，第１非常用ディーゼル発

電機に対して独立性を有する設計とす

る。④-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替電源設備の前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可

搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋可搬型発電機及び高レベル廃液

代替所内電気設備は，「ロ．（７）

（ⅰ）（ｌ） 制御室等」，「ロ．

（７）（ⅰ）（ｐ） 監視設備」，

「ロ．（７）（ⅰ）（ｓ） 通信連絡設

備」，「ロ．（７）（ⅱ）（ｄ） 冷却

機能の喪失による蒸発乾固に対処するた

めの設備」，「ロ．（７）（ⅱ）（ｅ） 

放射線分解により発生する水素による爆

発に対処するための設備」及び「ロ．

（７）（ⅱ）（ｌ） 計装設備」に必要

な電力を供給するために使用する設計と

する。①-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機は，第１非

常用ディーゼル発電機と共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，通常は外部保管エリアに保管

し，対処時は建屋近傍の屋外に運搬し使

用することで，第１非常用ディーゼル発

電機に対して独立性を有する設計とす

る。④-2 

 

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機は，「ロ．

（７）（ⅱ）（ｌ） 計装設備」の一部

である計装設備のけん引車を兼用し，外

部保管エリアから建屋近傍まで運搬する

設計とする。⑩ 

 

 

代替電源設備の前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可

搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋可搬型発電機及び高レベル廃液

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，代替電源設備は，第１非常用

ディーゼル発電機又は第２非常用ディ

ーゼル発電機と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがない

よう，異なる燃料を使用することで，

第１非常用ディーゼル発電機又は第２

非常用ディーゼル発電機に対して，多

様性を図る設計とする。④-1 

 

２） 代替所内電気設備 

(ａ) 常設重大事故等対処設備 

代替所内電気設備の重大事故対処用

母線は，非常用所内電源系統と共通要

因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，非常用所内電源

系統と異なる系統構成とすることで，

非常用所内電源系統に対して，独立性

を有する設計とする。◇1  

 

代替所内電気設備の重大事故対処用

母線は，非常用所内電源系統と共通要

因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，非常用所内電源

系統と異なる系統として設置すること

により，非常用所内電源系統と位置的

分散を図る設計とする。◇1  

 

 

 

また，重大事故対処用母線は，少な

くとも１系統は機能の維持及び人の接

 

2.4 可搬型代替交流電源設備 

設計基準事故対処設備の交流電源が

喪失（全交流動力電源喪失）した場合

に，重大事故等の対応に必要な発電用

原子炉等を冷却するための設備である

常設低圧代替注水系ポンプ，プラント

監視機能を維持する設備等に電力を供

給する可搬型代替交流電源設備とし

て，可搬型代替低圧電源車を使用でき

る設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，可搬型

代替低圧電源車，電路，計測制御装置

等で構成し，可搬型代替低圧電源車

を，可搬型代替低圧電源車接続盤（西

側）又は（東側）を経由してパワーセ

ンタ 2C 及び 2D へ接続することで電

力を供給できる設計とする。 

 

 

可搬型代替交流電源設備は，非常用

交流電源設備と共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，可搬型代替

低圧電源車の冷却方式を空冷とするこ

とで，冷却方式が水冷である 2C·2D 

非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機を用いる

非常用交流電源設備に対して多様性を

有する設計とする。 

 

可搬型代替交流電源設備は，可搬型

代替低圧電源車からパワーセンタ 2C 

及びパワーセンタ 2D までの系統にお

いて，独立した電路で系統構成するこ

とにより，2C·2D 非常用ディーゼル発

電機からパワーセンタ 2C 及びパワー

センタ 2D までの系統に対して，独立

性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型代替交流電源設備の可搬型代

替低圧電源車は，屋外の原子炉建屋付

属棟から離れた場所に保管すること

で，原子炉建屋付属棟内の 2C· 2D 非

常用ディーゼル発電機及び高圧炉心ス

 

 

 

 

 

 

 

①-13（P13 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化 

（以下同じ） 

（双方の記載） 

<不一致の理由> 

重大事故等に対処する

可搬型の電源設備が多

様性を有する設計とす

る基本方針は同様であ

るが、対処設備及び多

様性の担保の方法が異

なるため,再処理施設で

設ける代替電源設備に

置き換えて記載。 

⑭（P18）へ 

⑬（P5）へ 

【許可からの変更点】 

第 36 条（重大事故等対

処設備）のうち、第 46

条電源設備にて考慮すべ

き事項を各設備の用途、

設置場所、設置環境等に

合わせて具体的に展開す

るため、添付より引用。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

全交流電源喪失した

際に重大事故等の対

処に必要な電力を確

保するために必要な

設備を設ける基本方

針は，同様である

が，対処に必要とな

る設備及び対処方法

が異なるため。 
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ガラス固化建屋可搬型発電機は，共通要

因によって第２非常用ディーゼル発電機

と同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，通常は前処理建屋，分離建

屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化

建屋の近傍の屋外に保管し，対処時はそ

の場で運転し使用することで，第２非常

用ディーゼル発電機に対して独立性を有

する設計とする。④-3 

 

 代替電源設備の使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機は，共通要

因によって使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

内の第１非常用ディーゼル発電機と同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

うに，故障時のバックアップを含めて必

要な数量を第１非常用ディーゼル発電機

を設置する建屋から 100ｍ以上の離隔距

離を確保した複数の外部保管エリアに分

散して保管することで位置的分散を図る

設計とする。④-4 

 

代替電源設備の前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可

搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋可搬型発電機及び高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型発電機は，共通要

因によって第２非常用ディーゼル発電機

と同時にその機能が損なわれるおそれが

ないように故障時のバックアップを含め

て必要な数量を第２非常用ディーゼル発

電機を設置する建屋から 100ｍ以上の離

隔距離を確保した外部保管エリアに保管

するとともに，対処を行う建屋近傍にも

保管することで位置的分散を図る設計と

する。④-5 

 

代替電源設備は，他の設備から独立し

て単独で使用可能なことにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。⑤-

3 

 

屋外に保管する代替電源設備の前処理

建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電

機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及

び高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発

電機は，竜巻により飛来物とならないよ

う必要に応じて固縛等の措置をとること

で他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

ガラス固化建屋可搬型発電機は，第２非

常用ディーゼル発電機と共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，通常は前処理建屋，分離建

屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化

建屋の近傍の屋外に保管し，対処時はそ

の場で運転し使用することで，第２非常

用ディーゼル発電機に対して独立性を有

する設計とする。④-3 

 

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機は，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋内の第１非常用デ

ィーゼル発電機と共通要因によって，同

時にその機能が損なわれるおそれがない

ように，故障時バックアップを含めて必

要な数量を第１非常用ディーゼル発電機

が設置される建屋から100ｍ以上の離隔

距離を確保した複数の外部保管エリアに

分散して保管することで位置的分散を図

る。④-4 

 

代替電源設備の前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可

搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋可搬型発電機及び高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型発電機は，第２非

常用ディーゼル発電機と共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれが

ないように故障時バックアップを含めて

必要な数量を第２非常用ディーゼル発電

機が設置される建屋から100ｍ以上の離

隔距離を確保した外部保管エリアに保管

するとともに，対処を行う建屋近傍にも

保管することで位置的分散を図る。④-5 

 

 

代替電源設備は，他の設備から独立し

て単独で使用可能なことにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。⑤

-3 

 

屋外に保管する代替電源設備の前処理

建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電

機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及

び高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発

電機は，竜巻により飛来物とならないよ

う必要に応じて固縛等の措置をとること

で他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

近性の確保を図る設計とする。◇1  

 

建屋の外から電力を供給する可搬型

電源ケーブルと重大事故対処用母線と

の接続口は，共通要因によって接続す

ることができなくなることを防止する

ため，複数のアクセスルートを踏まえ

て自然現象，人為事象及び故障による

大型航空機の衝突その他のテロリズム

に対して，前処理建屋，分離建屋，精

製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建

屋内の適切に隔離した隣接しない位置

の異なる複数の場所に設置する。ま

た，溢水，化学薬品漏えい及び火災に

よって同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，それぞれ互いに異な

る複数の場所に設置する設計とする。

◇1  

 

重大事故等時の環境条件に対する健

全性については，「9.2 電気設備」の

「9.2.2.2（４） 環境条件等」に記載

する。◇1  

 

 

(ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及

び可搬型電源ケーブルは，非常用所内

電源系統と共通要因によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよ

う，通常は，非常用所内電源系統と異

なる場所に保管し，対処時は，非常用

所内電源系統と異なる系統構成とする

ことで，非常用所内電源系統に対して

独立性を有する設計とする。◇1  

 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及

び可搬型電源ケーブルは，非常用所内

電源系統と共通要因によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう

に，故障時バックアップも含めて必要

な数量を非常用所内電源系統が設置さ

れる建屋から100ｍ以上の離隔距離を確

保した外部保管エリアの保管庫に保管

するとともに，前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃

液ガラス固化建屋にも保管することで

位置的分散を図る。前処理建屋，分離

プレイ系ディーゼル発電機と共通要因

によって同時に機能を損なわないよ

う，位置的分散を図る設計とする。 

また，可搬型代替交流電源設備の可

搬型代替低圧電源車は，屋外（常設代

替高圧電源装置置場）の常設代替高圧

電源装置から離れた場所に保管するこ

とで，共通要因によって同時に機能を

損なわないよう，位置的分散を図る設

計とする。これらの多様性及び位置的

分散並びに電路の独立性によって，可

搬型代替交流電源設備は非常用交流電

源設備である 2C·2D 非常用ディーゼ

ル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機に対して独立性を有する

設計とする。 

 

 

可搬型代替交流電源設備の可搬型代

替低圧電源車の接続箇所は，共通要因

によって接続できなくなることを防止

するため，位置的分散を図った複数箇

所に設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「固縛等」とは設備を固

定する手段の総称として

示した記載であることか

ら許可の記載を用いた。

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

記載適正化 

【許可からの変更点】 

記載適正化 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

発電炉の設置許可及

び再処理施設の事業

許可における設計方

針の差異（当社は、

事業変更許可申請時

に 33 条重大事故等対

処設備の設計方針を

各 SA 設備条文に展開

し、記載しているこ

とから当社特有の記

載としている。） 

⑮（P15）へ 
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する。⑤-4 

 

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機は，重大事

故等に対処するために必要な電力を確保

するために必要な容量を有する設計とす

るとともに，保有数は，必要数並びに予

備として故障時及び点検保守による待機

除外時のバックアップを含め必要な台数

を確保する設計とする。⑥-1 

 

 

代替電源設備の前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可

搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋可搬型発電機及び高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型発電機は，重大事

故等に対処するために必要な電力を確保

するために必要な容量を有する設計とす

るとともに，保有数は，必要数並びに予

備として故障時及び点検保守による待機

除外時のバックアップを含め必要な台数

を確保する設計とする。⑥-2 

 

 

 

前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可

搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

発電機及び高レベル廃液ガラス固化建屋

可搬型発電機は，複数の敷設ルートで対

処できるよう必要数を複数の敷設ルート

に確保する設計とする。⑥-3 

 

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる第１保

管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に

保管し，風（台風）等により重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。⑦-1 

 

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機は，内部発

生飛散物の影響を考慮し，第１保管庫・

貯水所及び第２保管庫・貯水所の内部発

生飛散物の影響を受けない場所に保管す

ることにより，重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。⑦-2 

 

屋外に保管する代替電源設備の前処理

する。⑤-4 

 

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機は，重大事

故等に対処するために必要な電力を確保

するために必要な容量約200ｋＶＡ□2 を

有する設計とするとともに，保有数は，

必要数として１台，□2 予備として故障時

及び保守点検による待機除外時のバック

アップを２台の合計３台□2 以上を確保す

る。⑥-1 

 

代替電源設備の前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可

搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋可搬型発電機及び高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型発電機は，重大事

故等に対処するために必要な電力を確保

するために必要な容量約80ｋＶＡ□2 を有

する設計とするとともに，保有数は，必

要数として各建屋で１台使用するための

５台，□2 予備として故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップを11 

台の合計16 台□2 以上を確保する。⑤-

15,⑥-2 

 

また，前処理建屋可搬型発電機，分離

建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電

機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型発電機及び高レベル廃液ガラス固

化建屋可搬型発電機は，複数の敷設ルー

トで対処できるよう必要数を複数の敷設

ルートに確保する。⑥-3 

 

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる第１保

管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に

保管し，風（台風）等により機能を損な

わない設計とする。⑦-1 

 

 

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機は，内部発

生飛散物の影響を考慮し，第１保管庫・

貯水所及び第２保管庫・貯水所の内部発

生飛散物の影響を受けない場所に保管す

ることにより，機能を損なわない設計と

する。⑦-2 

 

代替電源設備の屋外に保管する前処理

建屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル

廃液ガラス固化建屋内に保管する場合

は非常用所内電源系統が設置される場

所と異なる場所に保管することで位置

的分散を図る。◇1  

 

建屋の外から電力を供給する可搬型分

電盤及び可搬型電源ケーブルと重大事

故対処用母線との接続口は，共通要因

によって接続することができなくなる

ことを防止するため，複数のアクセス

ルートを踏まえて自然現象，人為事象

及び故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムに対して，前処理建

屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル

廃液ガラス固化建屋内の適切に隔離し

た隣接しない位置の異なる複数の場所

に設置する設計とする。また，溢水，

化学薬品漏えい及び火災によって同時

にその機能が損なわれるおそれがない

よう，それぞれ互いに異なる複数の場

所に設置する設計とする。◇1  

 

ｂ．全交流動力電源喪失を要因とせず

に発生する重大事故等に対処するため

の設備 

１） 受電開閉設備（設計基準対象の施

設と兼用） 

内的事象を要因として発生した場合

に対処に用いる受電開閉設備の一部を

兼用する設備は，地震等により機能が

損なわれる場合，代替設備による機能

の確保，修理等の対応により機能を維

持する設計とする。また，必要に応じ

て関連する工程を停止する等の手順を

整備する。◇1  

 

 

 内的事象を要因として発生した場合

に対処に用いる受電開閉設備の一部を

兼用する設備は，森林火災発生時に消

防車等による事前散水による延焼防止

を図るとともに，代替電源設備及び代

替所内電気設備により機能を損なわな

い設計とする。◇1  

 

２） 所内高圧系統（設計基準対象の施

設と兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-15（P5 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

記載適正化 

【許可からの変更点】 

表現の差異（「保守点

検」と「点検保守」）を

統一（以下同じ） 

【「等」の解説】 

 風（台風）等の指す内

容は第 36 条の基本設計方

針において具体化されて

いる風（台風），竜巻，

凍結，高温，降水，積雪

及び火山の影響であり添

付書類で示すため当該箇

所では許可の記載を用い

た。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

仕様となる数量は仕様表

に記載し，基本設計方針

では設計要件となる事項

を述べる記載とした。

（以下同じ） 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

発電炉の設置許可及

び再処理施設の事業

許可における設計方

針の差異（当社は、

事業変更許可申請時

に 33 条重大事故等対

処設備の設計方針を

各 SA 設備条文に展開

し、記載しているこ

とから当社特有の記

載としている。） 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の

適正化 

（以下同じ） 
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建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電

機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及

び高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発

電機は，風（台風）及び竜巻に対して，

風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮

し，必要により当該設備の転倒防止，固

縛等の措置を講じて保管する設計とす

る。⑦-3 

 

 

 

地震を要因とする重大事故等が発生し

た場合に対処に用いる代替電源設備は，

第１章 共通項目の「9.2 重大事故等対

処設備」の「9.2.7 地震を要因とする重

大事故等に対する施設の耐震設計」に基

づく設計とすることでその機能を損なわ

ない設計とする。⑦-4 

 

代替電源設備は，溢水量及び化学薬品

の漏えい量を考慮し，影響を受けない高

さへの保管，被水防護及び被液防護を行

うことにより，重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。⑦-5 

 

代替電源設備は，配管の全周破断に対

して，漏えいした放射性物質を含む腐食

性の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を

受けない位置に保管することにより，重

大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。⑦-6 

 

代替電源設備は，想定される重大事故

等が発生した場合においても設置及び常

設設備との接続に支障がないように，線

量率の高くなるおそれの少ない場所を選

定し，当該設備の設置及び常設設備との

接続が可能な設計とする。⑦-7 

 

代替電源設備は，コネクタ接続に統一

することにより，速やかに，容易かつ確

実に現場での接続が可能な設計とする。

⑧-1 

 

代替電源設備は，通常時において，重

大事故等への対処に必要な機能を確認す

るため，外観検査及び絶縁抵抗測定によ

る性能確認が可能な設計とする。⑨-1 

 

 

建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電

機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及

び高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発

電機は，風（台風）及び竜巻に対して，

風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮

し，必要により当該設備の転倒防止，固

縛等の措置を講じて保管する設計とす

る。⑦-3 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替電源設備は，「ロ． (７) 

(ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。⑦-4 

 

 

代替電源設備は，溢水量及び化学薬品

の漏えい量を考慮し，影響を受けない高

さへの保管，被水防護及び被液防護する

設計とする。⑦-5 

 

 

代替電源設備は，配管の全周破断に対

して，漏えいした放射性物質を含む腐食

性の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を

受けない位置に保管することにより，機

能を損なわない設計とする。⑦-6 

 

 

代替電源設備は，想定される重大事故

等が発生した場合においても設置及び常

設設備との接続に支障がないように，線

量率の高くなるおそれの少ない場所を選

定し，当該設備の設置及び常設設備との

接続が可能な設計とする。⑦-7 

 

代替電源設備は，コネクタ接続に統一

することにより，速やかに，容易かつ確

実に現場での接続が可能な設計とする。

⑧-1 

 

代替電源設備は，再処理施設の運転中

又は停止中に独立して外観検査及び絶縁

抵抗測定による性能確認が可能な設計と

する。⑨-1 

 

 

所内高圧系統のうち安全上重要な施

設へ電力を供給するための電気設備の

一部を兼用する設備は，２系統を設

け，電気的及び物理的に相互に分離独

立した電源を確保し，共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう，少なくとも１系統は機能

の維持及び人の接近性を確保すること

で，独立性を有する設計とする。◇1  

 

所内高圧系統のうち安全上重要な施

設へ電力を供給するための電気設備の

一部を兼用する設備は，２系統を設

け，共通要因によって同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，前処

理建屋，分離建屋，精製建屋，制御建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋内

の独立した２箇所に設置することによ

り，位置的分散を図る設計とする。◇1  

 

 

内的事象を要因として発生した場合

に対処に用いる所内高圧系統の一部を

兼用する設備は，地震等により機能が

損なわれる場合，代替設備による機能

の確保，修理等の対応により機能を維

持する設計とする。また，必要に応じ

て関連する工程を停止する等の手順を

整備する。◇1  

 

 

３） 所内低圧系統（設計基準対象の施

設と兼用） 

所内低圧系統のうち安全上重要な施

設へ電力を供給するための電気設備の

一部を兼用する設備は，２系統を設

け，電気的及び物理的に相互に分離独

立した電源を確保し，共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう，少なくとも１系統は機能

の維持及び人の接近性を確保すること

で，独立性を有する設計とする。◇1  

 

所内低圧系統のうち安全上重要な施

設へ電力を供給するための電気設備の

一部を兼用する設備は，２系統を設

け，共通要因によって同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，前処

理建屋，分離建屋，精製建屋，制御建

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

設工認申請書の章立てに

合わせ変更（以下同じ） 

【「等」の解説】 

 「腐食性の液体（溶

液，有機溶媒等）」と

は許可において各施設

で取扱う対象として記

載している放射性物質

を含む腐食性の液体の

総称として示した記載

であることから許可の

記載を用いた。（以下

同じ） 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

発電炉の設置許可及び

再処理施設の事業許可

における設計方針の差

異（当社は、事業変更

許可申請時に 33 条重大

事故等対処設備の設計

方針を各 SA 設備条文に

展開し、記載している

ことから当社特有の記

載としている。） 

【許可からの変更点】 

当該設備を対処に用いる

際のシナリオを明確化し

記載を適正化。（以下同

じ） 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の

適正化 

（以下同じ） 
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屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋内

の独立した２箇所に設置することによ

り，位置的分散を図る設計とする。◇1  

 

内的事象を要因として発生した場合

に対処に用いる所内低圧系統の一部を

兼用する設備は，地震等により機能が

損なわれる場合，代替設備による機能

の確保，修理等の対応により機能を維

持する設計とする。また，必要に応じ

て関連する工程を停止する等の手順を

整備する。◇1  

 

４） 直流電源設備（設計基準対象の施

設と兼用） 

 直流電源設備のうち安全上重要な施

設へ電力を供給するための電気設備の

一部を兼用する設備は，２系統を設

け，電気的及び物理的に相互に分離独

立した電源を確保し，共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう，少なくとも１系統は機能

の維持及び人の接近性を確保すること

で，独立性を有する設計とする。◇1  

 

直流電源設備のうち安全上重要な施

設へ電力を供給するための電気設備の

一部を兼用する設備は，２系統を設

け，共通要因によって同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，前処

理建屋，分離建屋，精製建屋，制御建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋内

の独立した２箇所に設置することによ

り，位置的分散を図る設計とする。◇1  

 

内的事象を要因として発生した場合

に対処に用いる直流電源設備の電気設

備の一部を兼用する設備は，地震等に

より機能が損なわれる場合，代替設備

による機能の確保，修理等の対応によ

り機能を維持する設計とする。また，

必要に応じて関連する工程を停止する

等の手順を整備する。◇1  

 

５） 計測制御用交流電源設備（設計基

準対象の施設と兼用） 

計測制御用交流電源設備のうち安全

上重要な施設へ電力を供給するための
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7.1.1.10 代替所内電気設備 

 

代替所内電気設備は，常設の重大事故

対処用母線，可搬型分電盤及び可搬型電

源ケーブルで構成し，設置場所で他の設

備から独立して使用可能とすることによ

り，電力を供給できる設計とする。①-10 

 

代替所内電気設備は，監視設備，計測

制御設備，計測制御装置，制御室換気設

備，代替換気設備，代替モニタリング設

備及び代替通信連絡設備に必要な電力を

確保できる設計とする。①-13 

 

代替所内電気設備は，共通要因によっ

て設計基準事故に対処するための設備で

ある安全上重要な施設への電力を供給す

るための設備と同時に機能を損なわない

設計とする。①-4 

 

 

重大事故対処用母線は，少なくとも１

系統は機能の維持及び人の接近性の確保

を図る設計とする。①-5,④-8 

 

 

 

 

 

重大事故対処用母線は，非常用所内電

源系統に対して，独立性を有し，位置的

分散を図る設計とする。①-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替所内電気設備は，設計基準事故に対

処するための設備である安全上重要な施

設への電力を供給するための設備と共通

要因によって同時に機能を損なわない設

計とする。①-4 

 

 

また，代替所内電気設備及び設計基準

事故に対処するための設備である安全上

重要な施設への電力を供給するための設

備は，少なくとも１系統は機能の維持及

び人の接近性の確保を図る設計とする。

①-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気設備の一部を兼用する設備は，２

系統を設け，電気的及び物理的に相互

に分離独立した電源を確保し，共通要

因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，少なくとも１系

統は機能の維持及び人の接近性を確保

することで，独立性を有する設計とす

る。◇1  

 

計測制御用交流電源設備のうち安全

上重要な施設へ電力を供給するための

電気設備の一部を兼用する設備は，２

系統を設け，共通要因によって同時に

その機能が損なわれるおそれがないよ

う，前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス

固化建屋内の独立した２箇所に設置す

ることにより，位置的分散を図る設計

とする。◇1  

 

 

内的事象を要因として発生した場合

に対処に用いる計測制御用交流電源設

備の一部を兼用する設備は，地震等に

より機能が損なわれる場合，代替設備

による機能の確保，修理等の対応によ

り機能を維持する設計とする。また，

必要に応じて関連する工程を停止する

等の手順を整備する。◇1  

 

 

 (２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18

（１）ｂ．悪影響防止」に示す。◇1  

ａ．全交流動力電源喪失を要因とし

て発生する重大事故等に対処するため

の電力を確保するための設備 

１） 代替電源設備 

代替電源設備は，他の設備から独立

して単独で使用可能なことにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。◇1  

 

屋外に保管する代替電源設備の前処

理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型

発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

発電機及び高レベル廃液ガラス固化建

屋可搬型発電機は，竜巻により飛来物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，代替所内電気設備は，人の接近

性を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

1.2 代替所内電気系統 

所内電気設備は，3 系統の非常用母

線等（メタルクラッド開閉装置（6900 

V，2000 A のものを 2 母線），メタ

ルクラッド開閉装置 HPCS（6900 V，

2000 A のものを 1 母線），パワーセ

ンタ（480 V，4000 A のものを 2 母

線），モータコントロールセンタ

（480V，800 A のものを 14 母線），

モータコントロールセンタ HPCS（480 

V， 800 A のものを 1 母線），動力

変圧器（3333 kVA，6900/480 V のも

のを 2 個），動力変圧器 HPCS（600  

kVA， 6900/480 V のものを 1 個））

により構成することにより，共通要因

で機能を失うことなく，3 系統のうち 

2 系 統は電力供給機能の維持及び人

の接近性の確保を図る設計とす 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-10（P7 から） 

 

 

 

 

①-13（P8 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-8（P15 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-12（P7 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑯（P15）から 

【許可からの変更点】 

対象設備の具体化。 

【許可からの変更点】 

対象設備の具体化。 

（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

全交流電源喪失

した際に重大事故

等の対処に必要な

電力を確保するた

めの対処に関する

基本方針は同様で

あるが、再処理に

おいては、全交流

電源喪失を起因と

する重大事故時に

対して設計基準事

故に対処するため

の系統から独立し

た系統を使用す

る。 

⑨（P4）から 

⑩（P4）から 
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とならないよう必要に応じて固縛等の

措置をとることで他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。◇1  

 

２） 代替所内電気設備 

(ａ) 常設重大事故等対処設備 

代替所内電気設備の重大事故対処用母

線は，他の設備から独立して単独で使

用可能なことにより，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。◇1  

 

(ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及

び可搬型電源ケーブルは，他の設備か

ら独立して単独で使用可能なことによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。◇1  

 

ｂ．全交流動力電源喪失を要因とせず

に発生する重大事故等に対処するため

の設備 

１） 受電開閉設備（設計基準対象の施

設と兼用） 

受電開閉設備の一部を兼用する設備

は，安全機能を有する施設として使用

する場合と同じ系統構成で重大事故等

対処設備として使用することにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。◇1  

 

２） 所内高圧系統（設計基準対象の施

設と兼用） 

所内高圧系統の一部を兼用する設備

は，安全機能を有する施設として使用

する場合と同じ系統構成で重大事故等

対処設備として使用することにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。◇1  

 

３） 所内低圧系統（設計基準対象の施

設と兼用） 

所内低圧系統の一部を兼用する設備

は，安全機能を有する施設として使用

する場合と同じ系統構成で重大事故等

対処設備として使用することにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。◇1  

 

４） 直流電源設備（設計基準対象の施

設と兼用） 

 

 

これとは別に上記 3 系統の非常用

母線等の機能が喪失したことにより発

生する重大事故等の対応に必要な設備

に電力を給電する代替所内電気設備と

して，緊急用断路器（6900 V， 1200 

A のものを 1 個），緊急用メタルク

ラッド開閉装置（6900 V，1200 A の

ものを 1 個），緊急用動力変圧器

（2000 kVA，6900/480 V のものを 1 

個），緊急用パワーセンタ（480 V， 

3000 A のものを 1 個），緊急用モー

タコントロールセンタ（480 V，800 A 

のものを 3 個），可搬型代替低圧電

源車接続盤（交流入出力（480 V，

1600 A），可搬型整流器交流入力

（210 V， 600 A），可搬型整流器直

流出力（150 V，400 A）のものを 2 

個），緊急用計装交流主母線盤（50 

kVA，480/240 一 120  V のものを 1 

個），緊急用直流 125V 充電器（125 

V，700 A のものを 1 個），可搬型整

流器用変圧器（150 kVA，480/210 V 

のものを 2 個），可搬型代替直流電

源設備用電源切替盤（125 V，400 A 

のものを 1 個），緊急用直流 125V 

主母線盤（125 V，1200 A のものを 1 

個），緊急用直流 125V モータコント

ロールセンタ（125 V，400  A のもの

を 1 個），緊急用直流 125V 計装分

電盤（125 V，400 A のものを 1 

個），緊急用無停電電源装置，緊急用

無停電計装分電盤（120 V，400 A の

ものを 1 個），緊急用電源切替盤

（緊急用交流電源切替盤（480 V，65 

A のものを 2 個），緊急用直流電源

切替盤（125 V，120 A のものを 1 

個），緊急用直流計装電源切替盤

（125 V，50 A のものを 2 個），緊

急用無停電計装電源切替盤（120 V，

50 A のものを 1 個））を使用できる

設計とする。 

 

代替所内電気設備は，上記に加え，

電路，計測制御装置等で構成し，常設

代替交流電源設備，可搬型代替交流電

源設備，常設代替直流電源設備又は可

搬型代替直流電源設備の電路として使

用し電力を供給できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

全交流電源喪失し

た際に重大事故等

の対処に必要な電

力を確保するため

に必要な設備を配

備する基本方針

は、同様である

が、対処に必要と

なる設備が異なる

ため。また、再処

理施設における代

替所内電気設備の

仕様については、

仕様表に記載する

ため詳細の仕様を

記載しない。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

全交流電源喪失した

際に重大事故等の対

処に必要な電力を確

保するために必要な

設備を配備する基本

方針は、同様である

が、対処に必要とな

る設備及び対処方法

が異なるため。 
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a.重大事故対処用母線 

代替所内電気設備の重大事故対処用母

線は，共通要因によって非常用所内電源

系統と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，安全上重要な施設へ電力

を供給するための設備と異なる系統構成

とすることで，非常用所内電源系統に対

して，独立性を有する設計とする。④-6 

 

代替所内電気設備の重大事故対処用母

線は，共通要因によって非常用所内電源

系統と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，非常用所内電源系統と異

なる系統として設置することにより，非

常用所内電源系統と位置的分散を図る設

計とする。④-7 

 

 

 

 

 

 

 

建屋の外から電力を供給する可搬型電

源ケーブルと重大事故対処用母線との接

続口は，共通要因によって接続すること

ができなくなることを防止するため，複

数のアクセスルートを踏まえて自然現

象，人為事象及び故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムに対して，前

処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レ

ベル廃液ガラス固化建屋内の適切に隔離

した隣接しない位置の異なる複数の場所

に設置する設計とする。また，溢水，化

学薬品漏えい及び火災によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，

それぞれ互いに異なる複数の場所に設置

する設計とする。④-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替所内電気設備の重大事故対処用母

線は，非常用所内電源系統と共通要因に

よって同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，安全上重要な施設へ電力

を供給するための設備と異なる系統構成

とすることで，非常用所内電源系統に対

して，独立性を有する設計とする。④-6 

 

代替所内電気設備の重大事故対処用母

線は，非常用所内電源系統と共通要因に

よって同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，非常用所内電源系統と異

なる系統として設置することにより，非

常用所内電源系統と位置的分散を図る設

計とする。④-7 

 

 

また，重大事故対処用母線は，少なく

とも１系統は機能の維持及び人の接近性

の確保を図る設計とする。④-8 

 

 

建屋の外から電力を供給する可搬型電

源ケーブルと重大事故対処用母線との接

続口は，共通要因によって接続すること

ができなくなることを防止するため，複

数のアクセスルートを踏まえて自然現

象，人為事象及び故障による大型航空機

の衝突その他のテロリズムに対して，前

処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レ

ベル廃液ガラス固化建屋内の適切に隔離

した隣接しない位置の異なる複数の場所

に設置する。また，溢水，化学薬品漏え

い及び火災によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，それぞれ互

いに異なる複数の場所に設置する設計と

する。④-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直流電源設備の一部を兼用する設備

は，安全機能を有する施設として使用

する場合と同じ系統構成で重大事故等

対処設備として使用することにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。◇1  

 

５） 計測制御用交流電源設備（設計基

準対象の施設と兼用） 

計測制御用交流電源設備の一部を兼

用する設備は，安全機能を有する施設

として使用する場合と同じ系統構成で

重大事故等対処設備として使用するこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 個数及び容量 

 基本方針については，「1.7.18

（２） 個数及び容量」に示す。◇1  

ａ．全交流動力電源喪失を要因とし

て発生する重大事故等に対処するため

の電力を確保するための設備 

１） 代替電源設備 

代替電源設備の使用済燃料の受入れ

 

 

代替所内電気設備は，独立した電路

で系統構成することにより，非常用所

内電気設備に対して，独立性を有する

設計とする。代替所内電気設備の緊急

用メタルクラッド開閉装置，緊急用パ

ワーセンタ，緊急用モータコントロー

ルセンタ，緊急用電源切替盤，緊急用

直流 125V 主母線盤等は，非常用所内

電気設備と異なる区画に設置すること

で，共通要因によって同時に機能を損

なわないように位置的分散を図る設計

とする。これらの位置的分散及び電路

の独立性によって，代替所内電気設備

は非常用所内電気設備に対して独立性

を有する設計とする。 

 

 

また，代替所内電気設備は，人の接

近性を考慮した設計とする。 

 

 

 

可搬型代替交流電源設備の可搬型代

替低圧電源車の接続箇所は，共通要因

によって接続できなくなることを防止

するため，位置的分散を図った複数箇

所に設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，緊急用 125V 系蓄電池は， 

常設代替直流電源設備に位置付ける。

常設代替直流電源設備は，全交流動力

電源喪失から 24 時間にわたり，緊急

用 125V 系蓄電池から電力を供給でき

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-8（P13 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑮（P9）から 

【許可からの変更点】 

記載の適正化 

⑯（P13）へ

（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

再処理施設に

は、重大事故等の

対処に常設代替直

流電源設備を使用

しないため。 
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施設及び貯蔵施設可搬型発電機は，重

大事故等に対処するために必要な電力

を確保するために必要な容量約200ｋＶ

Ａを有する設計とするとともに，保有

数は，必要数として１台，予備として

故障時及び保守点検による待機除外時

のバックアップを２台の合計３台以上

を確保する。◇1  

 

 

代替電源設備の前処理建屋可搬型発

電機，分離建屋可搬型発電機，制御建

屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レ

ベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機

は，重大事故等に対処するために必要

な電力を確保するために必要な容量約

80ｋＶＡを有する設計とするととも

に，保有数は，必要数として各建屋で

１台使用するための５台，予備として

故障時及び保守点検による待機除外時

のバックアップを11 台の合計16 台以

上を確保する。◇1  

 

２） 代替所内電気設備 

(ａ) 常設重大事故等対処設備 

代替所内電気設備の前処理建屋の重

大事故対処用母線，分離建屋の重大事

故対処用母線，精製建屋の重大事故対

処用母線，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋の重大事故対処用母線及び高

レベル廃液ガラス固化建屋の重大事故

対処用母線は，重大事故等に対処する

ために必要な容量約80ｋＶＡを有する

設計とするとともに，動的機器の単一

故障を考慮した予備を含めた各建屋で

２系統の10 系統以上を有する設計とす

る。◇1  

 

(ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

代替所内電気設備の前処理建屋の可

搬型分電盤，分離建屋の可搬型分電

盤，精製建屋の可搬型分電盤，制御建

屋の可搬型分電盤，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋の可搬型分電盤，高

レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型分

電盤及び使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の可搬型分電盤は，重大事故

等に対処するために必要な容量約80ｋ

ＶＡを有する設計とするとともに，保

 

常設代替直流電源設備は，原子炉建

屋付属棟（廃棄物処理棟）内に設置す

ることで，原子炉建屋付属棟内の非常

用直流電源設備と共通要因によって同

時に機能を損なわないよう，位置的分

散を図る設計とする。 

常設代替直流電源設備は，緊急用

125V 系蓄電池から緊急用直流 125V 

主母線盤までの系統において，独立し

た電路で系統構成することにより，非

常用直流電源設備の 125V 系蓄電池 A 

系·B 系及び HPCS 系から直流 125V 

主母線盤 2A·2B 及び HPCS までの系

統に対して，独立性を有する設計とす

る。 

これらの位置的分散及び電路の独立

性によって，常設代替直流電源設備は

非常用直流電源設備に対して独立性を

有する設計とする。 

 

重大事故等対処施設の動力回路に使

用するケーブルは，負荷の容量に応じ

たケーブルを使用し，非常用電源系統

へ接続するか，非常用電源系統と独立

した代替所内電気系統へ接続する設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

再処理施設に

は、重大事故等の

対処に常設代替直

流電源設備を使用

しないため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

全交流電源喪失

した際に重大事故

等の対処に必要な

電力を確保するた

めの対処に関する

基本方針は、同様

であるが、対処の

方法が異なるた

め。 
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代替所内電気設備の重大事故対処用母

線は，他の設備から独立して単独で使用

可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。⑤-5 

 

代替所内電気設備の前処理建屋の重大

事故対処用母線，分離建屋の重大事故対

処用母線，精製建屋の重大事故対処用母

線，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

の重大事故対処用母線及び高レベル廃液

ガラス固化建屋の重大事故対処用母線

は，重大事故等に対処するために必要な

容量を有する設計とするとともに，動的

機器の単一故障を考慮した予備を含めた

各建屋で必要な数量を有する設計とす

る。⑥-4 

 

地震を要因とする重大事故等が発生し

た場合に対処に用いる代替所内電気設備

の重大事故対処用母線は，第１章 共通

項目の「9.2 重大事故等対処設備」の

「9.2.7 地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計」に基づく設計と

することでその機能を損なわない設計と

する。⑦-8 

 

代替所内電気設備の重大事故対処用母

線は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

及び高レベル廃液ガラス固化建屋に設置

し，風（台風）等により重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。⑦-9 

 

代替所内電気設備の重大事故対処用母

線は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を

考慮し，影響を受けない高さへの設置，

被水防護及び被液防護を行うことによ

り，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。⑦-10 

 

代替所内電気設備の重大事故対処用母

線は，内部発生飛散物の影響を考慮し，

内部発生飛散物の影響を受けない場所に

設置することにより，重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とす

る。⑦-11 

 

 

 

代替所内電気設備の重大事故対処用母

線は，他の設備から独立して単独で使用

可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。⑤-5 

 

代替所内電気設備の前処理建屋の重大

事故対処用母線，分離建屋の重大事故対

処用母線，精製建屋の重大事故対処用母

線，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

の重大事故対処用母線及び高レベル廃液

ガラス固化建屋の重大事故対処用母線

は，重大事故等に対処するために必要な

容量約80ｋＶＡ□2 を有する設計とすると

ともに，動的機器の単一故障を考慮した

予備を含めた各建屋で２系統の10 系統

□2 以上を有する設計とする。⑥-4 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替所内電気設備の重大事故対

処用母線は，「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)

（ホ）地震を要因とする重大事故等に対

する施設の耐震設計」に基づく設計とす

ることでその機能を損なわない設計とす

る。⑦-8 

 

 

代替所内電気設備の重大事故対処用母

線は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

及び高レベル廃液ガラス固化建屋に設置

し，風（台風）等により機能を損なわな

い設計とする。⑦-9 

 

 

代替所内電気設備の重大事故対処用母

線は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を

考慮し，影響を受けない高さへの設置，

被水防護及び被液防護する設計とする。 

⑦-10 

 

 

代替所内電気設備の重大事故対処用母

線は，内部発生飛散物の影響を考慮し，

内部発生飛散物の影響を受けない場所に

保管することにより，機能を損なわない

設計とする。⑦-11 

 

有数は，必要数として各建屋で１台使

用するための７台，予備として故障時

のバックアップを７台の合計14 台以上

を確保する。◇1  

 

代替所内電気設備の前処理建屋の可搬

型電源ケーブル，分離建屋の可搬型電

源ケーブル，精製建屋の可搬型電源ケ

ーブル，制御建屋の可搬型電源ケーブ

ル，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋の可搬型電源ケーブル，高レベル廃

液ガラス固化建屋の可搬型電源ケーブ

ル並びに使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の可搬型電源ケーブルは，重

大事故等に対処するための系統の目的

に応じて必要な容量を有する設計とす

るとともに，保有数は，必要数として

１式，予備として故障時バックアップ

１式を確保する。また，可搬型電源ケ

ーブルは，複数の敷設ルートで対処で

きるよう必要数を複数の敷設ルートに

確保するとともに，建屋内に保管する

可搬型電源ケーブルについては１本以

上の予備を含めた個数を必要数として

確保する。◇1  

 

 

 ｂ．全交流動力電源喪失を要因とせ

ずに発生する重大事故等に対処するた

めの設備 

１） 受電開閉設備（設計基準対象の施

設と兼用） 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する受電

開閉設備の一部を兼用する設備は，重

大事故等が収束するために必要な設備

の電源容量に対して十分な容量を有す

る設計とするとともに，１系統以上有

する設計とする。◇1  

 

 

 

２） 所内高圧系統（設計基準対象の施

設と兼用） 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する所内

高圧系統の一部を兼用する設備は，重

大事故等が収束するために必要な設備

の電源容量に対して十分な容量を有す

る設計とするとともに，１系統以上有

する設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

発電炉の設置許可及び

再処理施設の事業許可

における設計方針の差

異（当社は、事業変更

許可申請時に 33 条重大

事故等対処設備の設計

方針を各 SA 設備条文に

展開し、記載している

ことから当社特有の記

載としている。） 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

発電炉の設置許可及び

再処理施設の事業許可

における設計方針の差

異（当社は、事業変更

許可申請時に 33 条重大

事故等対処設備の設計

方針を各 SA 設備条文に

展開し、記載している

ことから当社特有の記

載としている。） 
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代替所内電気設備の重大事故対処用母

線は，配管の全周破断に対して，影響を

受けない場所に設置することにより，漏

えいした放射性物質を含む腐食性の液体

（溶液，有機溶媒等）により重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。⑦-12 

 

代替所内電気設備の重大事故対処用母

線は，コネクタ接続に統一することによ

り，速やかに，容易かつ確実に現場での

接続が可能な設計とする。⑧-2 

 

代替所内電気設備の重大事故対処用母

線は，通常時において，重大事故等への

対処に必要な機能を確認するため，外観

検査及び絶縁抵抗測定による性能確認が

可能な設計とする。⑨-2 

 

b.可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブル 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び

可搬型電源ケーブルは，共通要因によっ

て非常用所内電源系統と同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，通常

は，非常用所内電源系統と異なる場所に

保管し，対処時は，非常用所内電源系統

と異なる系統構成とすることで，非常用

所内電源系統に対して独立性を有する設

計とする。④-10 

 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び

可搬型電源ケーブルは，共通要因によっ

て非常用所内電源系統と同時にその機能

が損なわれるおそれがないように，故障

時のバックアップも含めて必要な数量を

非常用所内電源系統を設置する建屋から

100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管

エリアの保管庫に保管するとともに，前

処理建屋，分離建屋，精製建屋，制御建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋，高レベル廃液ガラス固化建屋にも保

管することで位置的分散を図る。前処理

建屋，分離建屋，精製建屋，制御建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高

レベル廃液ガラス固化建屋内に保管する

場合は非常用所内電源系統が設置される

場所と異なる場所に保管することで位置

的分散を図る設計とする。④-11 

 

 

 

代替所内電気設備の重大事故対処用母

線は，配管の全周破断に対して，影響を

受けない場所に設置することにより，漏

えいした放射性物質を含む腐食性の液体

（溶液，有機溶媒等）により機能を損な

わない設計とする。⑦-12 

 

 

代替所内電気設備の重大事故対処用母

線は，コネクタ接続に統一することによ

り，速やかに，容易かつ確実に現場での

接続が可能な設計とする。⑧-2 

 

代替所内電気設備の重大事故対処用母

線は，再処理施設の運転中又は停止中に

外観検査及び絶縁抵抗測定による性能確

認が可能な設計とする。⑨-2 

 

 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び

可搬型電源ケーブルは，非常用所内電源

系統と共通要因によって同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，通常

は，非常用所内電源系統と異なる場所に

保管し，対処時は，非常用所内電源系統

と異なる系統構成とすることで，非常用

所内電源系統に対して独立性を有する設

計とする。④-10 

 

 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び

可搬型電源ケーブルは，非常用所内電源

系統と共通要因によって同時にその機能

が損なわれるおそれがないように，故障

時バックアップも含めて必要な数量を非

常用所内電源系統が設置される建屋から

100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保

管エリアの保管庫に保管するとともに，

前処理建屋，分離建屋，精製建屋，制御

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋，高レベル廃液ガラス固化建屋にも保

管することで位置的分散を図る。前処理

建屋，分離建屋，精製建屋，制御建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高

レベル廃液ガラス固化建屋内に保管する

場合は非常用所内電源系統が設置される

場所と異なる場所に保管することで位置

的分散を図る。④-11 

 

 

３） 所内低圧系統（設計基準対象の施

設と兼用） 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する所内

低圧系統の一部を兼用する設備は，重

大事故等が収束するために必要な設備

の電源容量に対して十分な容量を有す

る設計とするとともに，１系統以上有

する設計とする。◇1  

 

 

 

４） 直流電源設備（設計基準対象の施

設と兼用） 

直流電源設備の一部を兼用する設備

は，重大事故等が収束するために必要

な設備の電源容量に対して十分な容量

を有する設計とするとともに，１系統

以上有する設計とする。◇1  

 

 

５） 計測制御用交流電源設備（設計基

準対象の施設と兼用） 

計測制御用交流電源設備の一部を兼用

する設備は，重大事故等が収束するた

めに必要な設備の電源容量に対して十

分な容量を有する設計とするととも

に，１系統以上有する設計とする。◇1  

 

 (４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18（3） 

環境条件等」に示す。◇1  

ａ．全交流動力電源喪失を要因とし

て発生する重大事故等に対処するため

の電力を確保するための設備 

１） 代替電源設備 

代替電源設備の使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機は，外

部からの衝撃による損傷を防止できる

第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・

貯水所に保管し，風（台風）等により

機能を損なわない設計とする。◇1  

 

 代替電源設備の使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機は，内

部発生飛散物の影響を考慮し，第１保

管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所

の内部発生飛散物の影響を受けない場

所に保管することにより，機能を損な

わない設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型代替交流電源設備は，可搬型

代替低圧電源車からパワーセンタ 2C 

及びパワーセンタ 2D までの系統にお

いて，独立した電路で系統構成するこ

とにより，2C·2D 非常用ディーゼル発

電機からパワーセンタ 2C 及びパワー

センタ 2D までの系統に対して，独立

性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭（P8）から 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

発電炉の設置許可及び

再処理施設の事業許可

における設計方針の差

異（当社は、事業変更

許可申請時に 33 条重大

事故等対処設備の設計

方針を各 SA 設備条文に

展開し、記載している

ことから当社特有の記

載としている。） 

 

（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

全交流電源喪失し

た際に重大事故等の

対処に必要な電力を

確保するための対処

に関する基本方針は

同様であるが、対処

方針及び対処に必要

となる設備が異なる

ため。 
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建屋の外から電力を供給する可搬型分

電盤及び可搬型電源ケーブルと重大事故

対処用母線との接続口は，共通要因によ

って接続することができなくなることを

防止するため，複数のアクセスルートを

踏まえて自然現象，人為事象及び故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムに対して，前処理建屋，分離建屋，精

製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋内

の適切に隔離した隣接しない位置の異な

る複数の場所に設置する設計とする。ま

た，溢水，化学薬品漏えい及び火災によ

って同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう，それぞれ互いに異なる複数

の場所に設置する設計とする。④-12 

 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び

可搬型電源ケーブルは，他の設備から独

立して単独で使用可能なことにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。⑤-6 

 

代替所内電気設備の前処理建屋の可搬

型分電盤，分離建屋の可搬型分電盤，精

製建屋の可搬型分電盤，制御建屋の可搬

型分電盤，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋の可搬型分電盤，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋の可搬型分電盤及び使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型

分電盤は，重大事故等に対処するために

必要な容量を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数及び予備として故

障時のバックアップを含め必要な台数を

確保する設計とする。⑥-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋の外から電力を供給する可搬型分

電盤及び可搬型電源ケーブルと重大事故

対処用母線との接続口は，共通要因によ

って接続することができなくなることを

防止するため，複数のアクセスルートを

踏まえて自然現象，人為事象及び故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムに対して，前処理建屋，分離建屋，精

製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋内

の適切に隔離した隣接しない位置の異な

る複数の場所に設置する設計とする。ま

た，溢水，化学薬品漏えい及び火災によ

って同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう，それぞれ互いに異なる複数

の場所に設置する設計とする。④-12 

 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び

可搬型電源ケーブルは，他の設備から独

立して単独で使用可能なことにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。⑤-6 

 

代替所内電気設備の前処理建屋の可搬

型分電盤，分離建屋の可搬型分電盤，精

製建屋の可搬型分電盤，制御建屋の可搬

型分電盤，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋の可搬型分電盤，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋の可搬型分電盤及び使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型

分電盤は，重大事故等に対処するために

必要な容量約80ｋＶＡ□2 を有する設計と

するとともに，保有数は，必要数として

各建屋で１台使用するための７台，□2 予

備として故障時のバックアップを７台の

合計14 台□2 以上を確保する。⑥-5 

 

 

 

 

 

 

 

代替電源設備の前処理建屋可搬型発

電機，分離建屋可搬型発電機，制御建

屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レ

ベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機

は，風（台風）及び竜巻に対して，風

（台風）及び竜巻による風荷重を考慮

し，当該設備の転倒防止，固縛等の措

置を講じて保管する設計とする。◇1  

 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる代替電源設備は，「1.7.18

（５） 地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計」に基づく設計

とすることでその機能を損なわない設

計とする。◇1  

 

代替電源設備は，溢水量及び化学薬

品の漏えい量を考慮し，影響を受けな

い高さへの保管，被水防護及び被液防

護をする設計とする。◇1  

 

代替電源設備は，配管の全周破断に

対して，漏えいした放射性物質を含む

腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の

影響を受けない位置に保管することに

より，機能を損なわない設計とする。

◇1  

 

代替電源設備は，想定される重大事

故等が発生した場合においても設置及

び常設設備との接続に支障がないよう

に，線量率の高くなるおそれの少ない

場所を選定し，当該設備の設置及び常

設設備との接続が可能な設計とする。

◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替電源設備は，積雪及び火山の影

響に対して，積雪に対しては除雪する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

発電炉の設置許可及び

再処理施設の事業許可

における設計方針の差

異（当社は、事業変更

許可申請時に 33 条重大

事故等対処設備の設計

方針を各 SA 設備条文に

展開し、記載している

ことから当社特有の記

載としている。） 
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代替所内電気設備の前処理建屋の可搬

型電源ケーブル，分離建屋の可搬型電源

ケーブル，精製建屋の可搬型電源ケーブ

ル，制御建屋の可搬型電源ケーブル，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋の可搬

型電源ケーブル，高レベル廃液ガラス固

化建屋の可搬型電源ケーブル並びに使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬

型電源ケーブルは，重大事故等に対処す

るための系統の目的に応じて配備する設

計とする。また，可搬型電源ケーブル

は，複数の敷設ルートで対処できるよう

必要数を複数の敷設ルートに確保すると

ともに，建屋内に保管する可搬型電源ケ

ーブルについては予備を含めた個数を必

要数として確保する設計とする。⑥-6 

 

 

 

 

代替所内電気設備の使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電盤及び

可搬型電源ケーブルは，外部からの衝撃

による損傷を防止できる第１保管庫・貯

水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，

風（台風）等により重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。

⑦-13 

 

代替所内電気設備の前処理建屋，分離

建屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃

液ガラス固化建屋の可搬型分電盤及び可

搬型電源ケーブルは，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる前処理建屋，分離

建屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃

液ガラス固化建屋に保管し，風（台風）

等により重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。⑦-14 

 

地震を要因とする重大事故等が発生し

た場合に対処に用いる代替所内電気設備

 

 

 

 

 

 

 

 

代替所内電気設備の前処理建屋の可搬

型電源ケーブル，分離建屋の可搬型電源

ケーブル，精製建屋の可搬型電源ケーブ

ル，制御建屋の可搬型電源ケーブル，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋の可搬

型電源ケーブル，高レベル廃液ガラス固

化建屋の可搬型電源ケーブル並びに使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬

型電源ケーブルは，重大事故等に対処す

るための系統の目的に応じて必要な容量

を有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として１式，予備として故障

時バックアップ１式を確保する。また，

可搬型電源ケーブルは，複数の敷設ルー

トで対処できるよう必要数を複数の敷設

ルートに確保するとともに，建屋内に保

管する可搬型電源ケーブルについては１

本以上の予備を含めた個数を必要数とし

て確保する。⑥-6 

 

代替所内電気設備の使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電盤及び

可搬型電源ケーブルは，外部からの衝撃

による損傷を防止できる外部保管エリア

の保管庫に保管し，風（台風）等により

機能を損なわない設計とする。⑦-13 

 

 

 

代替所内電気設備の前処理建屋，分離

建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固

化建屋の可搬型分電盤及び可搬型電源ケ

ーブルは，外部からの衝撃による損傷を

防止できる前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に保

管し，風（台風）等により機能を損なわ

ない設計とする。⑦-14 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替所内電気設備の可搬型分電

手順を，火山の影響（降下火砕物によ

る積載荷重）に対しては除灰及び屋内

へ配備する手順を整備する。◇5  

 

２） 代替所内電気設備 

(ａ) 常設重大事故等対処設備 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる代替所内電気設備の重大事

故対処用母線は，「1.7.18（５） 地震

を要因とする重大事故等に対する施設

の耐震設計」に基づく設計とすること

でその機能を損なわない設計とする。

◇1  

 

 

代替所内電気設備の重大事故対処用

母線は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる前処理建屋，分離建屋，精

製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建

屋に設置し，風（台風）等により機能

を損なわない設計とする。◇1  

 

代替所内電気設備の重大事故対処用

母線は，溢水量及び化学薬品の漏えい

量を考慮し，影響を受けない高さへの

設置，被水防護及び被液防護をする設

計とする。◇1  

 

 

 代替所内電気設備の重大事故対処用

母線は，内部発生飛散物の影響を考慮

し，内部発生飛散物の影響を受けない

場所に保管することにより，機能を損

なわない設計とする。◇1  

 

 

代替所内電気設備の重大事故対処用

母線は，配管の全周破断に対して，影

響を受けない場所に設置することによ

り，漏えいした放射性物質を含む腐食

性の液体（溶液，有機溶媒等）により

機能を損なわない設計とする。◇1  

 

 

(ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

代替所内電気設備の使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電盤

及び可搬型電源ケーブルは，外部から

の衝撃による損傷を防止できる外部保

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

発電炉の設置許可及び

再処理施設の事業許可

における設計方針の差

異（当社は、事業変更

許可申請時に 33 条重大

事故等対処設備の設計

方針を各 SA 設備条文に

展開し、記載している

ことから当社特有の記

載としている。） 

【許可からの変更点】 

必要な数量は添付書類に

記載し，基本設計方針で

は設計要件となる事項を

述べる記載とした。 
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の可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブル

は，第１章 共通項目の「9.2 重大事故

等対処設備」の「9.2.7 地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とすることでその機能を損な

わない設計とする。⑦-15 

 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び

可搬型電源ケーブルは，溢水量及び化学

薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けな

い高さへの保管，被水防護及び被液防護

を行うことにより，重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。

⑦-16 

 

代替所内電気設備の使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電盤及び

可搬型電源ケーブルは，内部発生飛散物

の影響を考慮し，第１保管庫・貯水所及

び第２保管庫・貯水所の屋内の内部発生

飛散物の影響を受けない場所に保管する

ことにより，重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。⑦-17 

 

代替所内電気設備の前処理建屋，分離

建屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃

液ガラス固化建屋の可搬型分電盤及び可

搬型電源ケーブルは，内部発生飛散物の

影響を考慮し，前処理建屋，分離建屋，

精製建屋，制御建屋，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラ

ス固化建屋の内部発生飛散物の影響を受

けない場所に保管することにより，重大

事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。⑦-18 

 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び

可搬型電源ケーブルは，配管の全周破断

に対して，漏えいした放射性物質を含む

腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影

響を受けない位置に保管することによ

り，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。⑦-19 

 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び

可搬型電源ケーブルは，想定される重大

事故等が発生した場合においても設置及

び常設設備との接続に支障がないよう

に，当該設備の設置場所を，線量率の高

くなるおそれの少ない場所を選定し，当

盤及び可搬型電源ケーブルは「ロ． 

(７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設計」

に基づく設計とすることでその機能を損

なわない設計とする。⑦-15 

 

 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び

可搬型電源ケーブルは，溢水量及び化学

薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けな

い高さへの保管，被水防護及び被液防護

する設計とする。⑦-16 

 

 

 

代替所内電気設備の使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電盤及び

可搬型電源ケーブルは，内部発生飛散物

の影響を考慮し，外部保管エリアの屋内

の内部発生飛散物の影響を受けない場所

に保管することにより，機能を損なわな

い設計とする。⑦-17 

 

 

代替所内電気設備の前処理建屋，分離

建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固

化建屋の可搬型分電盤及び可搬型電源ケ

ーブルは，内部発生飛散物の影響を考慮

し，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び

高レベル廃液ガラス固化建屋の内部発生

飛散物の影響を受けない場所に保管する

ことにより，機能を損なわない設計とす

る。⑦-18 

 

 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び

可搬型電源ケーブルは，配管の全周破断

に対して，漏えいした放射性物質を含む

腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影

響を受けない位置に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。⑦-

19 

 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び

可搬型電源ケーブルは，想定される重大

事故等が発生した場合においても設置及

び常設設備との接続に支障がないよう

に，当該設備の設置場所を，線量率の高

くなるおそれの少ない場所を選定し，当

管エリアの保管庫に保管し，風（台

風）等により機能を損なわない設計と

する。◇1  

 

 代替所内電気設備の前処理建屋，分

離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガ

ラス固化建屋の可搬型分電盤及び可搬

型電源ケーブルは，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる前処理建屋，分

離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガ

ラス固化建屋に保管し，風（台風）等

により機能を損なわない設計とする。

◇1  

 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる代替所内電気設備の可搬型

分電盤及び可搬型電源ケーブルは

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基

づく設計とすることでその機能を損な

わない設計とする。◇1  

 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及

び可搬型電源ケーブルは，溢水量及び

化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を

受けない高さへの保管，被水防護及び

被液防護をする設計とする。◇1  

 

 

 

 代替所内電気設備の使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電盤

及び可搬型電源ケーブルは，内部発生

飛散物の影響を考慮し，外部保管エリ

アの屋内の内部発生飛散物の影響を受

けない場所に保管することにより，機

能を損なわない設計とする。◇1  

 

代替所内電気設備の前処理建屋，分

離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガ

ラス固化建屋の可搬型分電盤及び可搬

型電源ケーブルは，内部発生飛散物の

影響を考慮し，前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス

固化建屋の内部発生飛散物の影響を受

けない場所に保管することにより，機

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

発電炉の設置許可及び

再処理施設の事業許可

における設計方針の差

異（当社は、事業変更

許可申請時に 33 条重大

事故等対処設備の設計

方針を各 SA 設備条文に

展開し、記載している

ことから当社特有の記

載としている。） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該設備の設置及び常設設備との接続が可

能な設計とする。⑦-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び

可搬型電源ケーブルは，コネクタ接続に

統一することにより，速やかに，容易か

つ確実に現場での接続が可能な設計とす

る。⑧-3 

 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び

可搬型電源ケーブルは，通常時におい

て，重大事故等への対処に必要な機能を

確認するため，外観検査及び絶縁抵抗測

定による性能確認が可能な設計とする。

⑨-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該設備の設置及び常設設備との接続が可

能な設計とする。⑦-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び

可搬型電源ケーブルは，コネクタ接続に

統一することにより，速やかに，容易か

つ確実に現場での接続が可能な設計とす

る。⑧-3 

 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び

可搬型電源ケーブルは，再処理施設の運

転中又は停止中に外観検査及び絶縁抵抗

測定による性能確認が可能な設計とす

る。⑨-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 全交流動力電源喪失を要因とせず

に発生する重大事故等に対処するための

設備 

 

全交流動力電源喪失を要因とせずに発

生する重大事故等に対処するための電気

設備は，設計基準対象の施設の保安電源

設備の一部である受電開閉設備等を兼用

し，同じ系統構成で常設重大事故等対処

設備として使用する設計とする。③-3 

 

 

 

 

 

能を損なわない設計とする。◇1  

 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及

び可搬型電源ケーブルは，配管の全周

破断に対して，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管する

ことにより，機能を損なわない設計と

する。◇1  

 

 代替所内電気設備の可搬型分電盤及

び可搬型電源ケーブルは，想定される

重大事故等が発生した場合においても

設置及び常設設備との接続に支障がな

いように，当該設備の設置場所を，線

量率の高くなるおそれの少ない場所を

選定し，当該設備の設置及び常設設備

との接続が可能な設計とする。◇1  

 

 代替所内電気設備の可搬型分電盤及

び可搬型電源ケーブルは，降灰予報が

発報した場合に事前に屋内に配備する

ための手順を整備する設計とする。◇6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

発電炉の設置許可及び

再処理施設の事業許可

における設計方針の差

異（当社は、事業変更

許可申請時に 33 条重大

事故等対処設備の設計

方針を各 SA 設備条文に

展開し、記載している

ことから当社特有の記

載としている。） 

⑤（P2）へ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部電源が健全な環境の条件におい

て，動的機器の機能喪失又は人為的な過

失の重畳を要因として発生する重大事故

等の対処に必要な電力を供給する電気設

備は，設計基準対象の施設の保安電源設

備の一部である受電開閉設備等を兼用

し，常設重大事故等対処設備として位置

付け，必要な電力を供給する設計とす

る。③-4 

 

 

設計基準事故に対処するための電気設

備は，重大事故等発生前（通常時）の動

的機器の機能喪失又は人為的な過失の重

畳を要因として発生する臨界事故及び有

機溶媒等による火災又は爆発の対処につ

いては，「ロ．（７）（ⅰ）（ｌ） 制

御室等」，「ロ．（７）（ⅰ）（ｐ） 

監視設備」，「ロ．（７）（ⅰ）（ｓ） 

通信連絡設備」，「ロ．（７）（ⅱ）

（ｃ） 臨界事故の拡大を防止するため

の設備」，「ロ．（７）（ⅱ）（ｆ） 

有機溶媒等による火災又は爆発に対処す

るための設備」，「ロ．（７）（ⅱ）

（ｇ） 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のた

めの設備」及び「ロ．（７）（ⅱ）

（ｌ） 計装設備」を使用するため，受

電開閉設備，受電変圧器，6.9ｋＶ非常

用主母線，6.9ｋＶ運転予備用主母線，

6.9ｋＶ常用主母線，6.9ｋＶ非常用母

線，6.9ｋＶ運転予備用母線，6.9ｋＶ常

用母線，460Ｖ非常用母線，460Ｖ運転予

備用母線，第１非常用直流電源設備，第

２非常用直流電源設備，直流電源設備，

非常用計測制御用交流電源設備及び計測

制御用交流電源設備を常設重大事故等対

処設備（設計基準対象の施設と兼用）と

して位置付け，必要な電力を確保できる

設計とする。③-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦（P3）へ 

⑧（P3）へ 
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7.1.1.1 受電開閉設備 

 

重大事故等時において，ＭＯＸ燃料加

工施設と共用する受電開閉設備は，再処

理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における

重大事故等対処に同時に対処することを

考慮し，十分な容量を有する設計とする

とともに，十分な系統数以上を確保する

ことで，共用によって重大事故等時の対

処に影響を及ぼさない設計とする。⑤-2,

⑤-16 

 

受電開閉設備の一部を兼用する設備

は，安全機能を有する施設として使用す

る場合と同じ系統構成で重大事故等対処

設備として使用することにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。⑤-

7 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する受電開

閉設備の一部を兼用する設備は，重大事

故等が収束するために必要な設備の電源

容量に対して十分な容量を有する設計と

するとともに，１系統以上有する設計と

する。⑥-7 

 

受電開閉設備の一部を兼用する設備

は，風（台風），竜巻，積雪及び火山の

影響に対して，風（台風）及び竜巻によ

る風荷重，積雪荷重及び降下火砕物によ

る積載荷重により機能を損なわない設計

とする。⑦-21 

 

 

内的事象を要因とする重大事故等が発

生した場合に対処に用いる受電開閉設備

の一部を兼用する設備は，自然現象，人

為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及

び内部発生飛散物により機能が損なわれ

る場合，代替設備による機能の確保，修

理の対応，関連する工程の停止等の手順

を保安規定に定め管理することにより重

大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。⑦-22 

 

内的事象を要因とする重大事故等が発

生した場合に対処に用いる受電開閉設備

の一部を兼用する設備は，森林火災発生

時に消防車等による事前散水による延焼

防止を図るとともに，代替電源設備及び

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受電開閉設備の一部を兼用する設備

は，安全機能を有する施設として使用す

る場合と同じ系統構成で重大事故等対処

設備として使用することにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。⑤

-7,⑤-25 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する受電開

閉設備の一部を兼用する設備は，重大事

故等が収束するために必要な設備の電源

容量に対して十分な容量を有する設計と

するとともに，１系統以上有する設計と

する。⑤-16,⑤-22,⑥-7,⑥-14 

 

受電開閉設備の一部を兼用する設備

は，風（台風），竜巻，積雪及び火山の

影響に対して，風（台風）及び竜巻によ

る風荷重，積雪荷重及び降下火砕物によ

る積載荷重により機能を損なわない設計

とする。⑦-21,⑦-45 

 

 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる受電開閉設備の一部を兼用

する設備は，地震等により機能が損なわ

れる場合，代替設備による機能の確保，

修理等の対応，関連する工程の停止等に

より重大事故等に対処するための機能を

損なわない設計とする。⑦-22,⑦-46 

 

 

 

 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる受電開閉設備の一部を兼用

する設備は，森林火災発生時に消防車等

による事前散水による延焼防止を図ると

ともに，代替電源設備及び代替所内電気

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全交流動力電源喪失を要因とせずに発

生する重大事故等に対処するための設

備 

１） 受電開閉設備（設計基準対象の施

設と兼用） 

受電開閉設備の一部を兼用する設備

は，風（台風），竜巻，積雪及び火山

の影響に対して，風（台風）及び竜巻

による風荷重，積雪荷重及び降下火砕

物による積載荷重により機能を損なわ

ない設計とする。◇1  

 

受電開閉設備の一部を兼用する設備

は，地震等により機能が損なわれる場

合，代替設備による機能の確保，修理

等の対応により機能を維持する設計と

する。また，必要に応じて関連する工

程を停止する等の手順を整備する。◇1  

 

受電開閉設備の一部を兼用する設備

は，森林火災発生時に消防車等による

事前散水による延焼防止を図るととも

に，代替電源設備及び代替所内電気設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-2（P6 から） 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-25（P25 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-22,⑥-14（P25 へ） 

 

 

 

 

 

⑦-45（P25 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-46（P25 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-47（P26 へ） 

【「等」の解説】 

「関連する工程を停止

する等」が指す具体的

な内容は，設備よって

異なり保安規定に基づ

き策定する手順書にお

いて明確化するため，

基本設計方針では等の

ままとした。（以下同

じ） 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

発電炉の設置許可及び再

処理施設の事業許可にお

ける設計方針の差異（当

社は、事業変更許可申請

時に 33 条重大事故等対

処設備の設計方針を各

SA 設備条文に展開し、

記載していることから当

社特有の記載としてい

る。） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では、外部

電源が健全な環境条件

において、通常時に使

用する設備及び設計基

準対象施設の一部を，

ＭＯＸ燃料加工施設と

共用して使用するた

め。 

【許可からの変更点】 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る設備については、共用した

場合においても対処に影響を

及ぼさない設計であることを

明確にするため、記載を適正

化。（以下同じ） 
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代替所内電気設備により機能を損なわな

い設計とする。消防車により事前に散水

することについては保安規定に定めて，

管理する。⑦-23 

 

受電開閉設備の一部を兼用する設備

は，設計基準事故に対処するための設備

として使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用する設計と

する。⑧-4 

 

 

受電開閉設備の一部を兼用する設備

は，通常時において，外観検査及び絶縁

抵抗測定による性能確認が可能な設計と

する。⑨-4 

 

7.1.1.2 変圧器 

 

重大事故等時において，ＭＯＸ燃料加

工施設と共用する受電変圧器は，再処理

施設及びＭＯＸ燃料加工施設における重

大事故等対処に同時に対処することを考

慮し，十分な容量を有する設計とすると

ともに，十分な系統数以上を確保するこ

とで，共用によって重大事故等時の対処

に影響を及ぼさない設計とする。⑤-21,

⑤-22 

 

受電開閉設備の一部である受電変圧器

は，安全機能を有する施設として使用す

る場合と同じ系統構成で重大事故等対処

設備として使用することにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。⑤-

25 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する受電開

閉設備の一部を兼用する受電変圧器は，

重大事故等が収束するために必要な設備

の電源容量に対して十分な容量を有する

設計とするとともに，１系統以上有する

設計とする。⑥-14 

 

受電開閉設備の一部を兼用する受電変

圧器は，風（台風），竜巻，積雪及び火

山の影響に対して，風（台風）及び竜巻

による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物

による積載荷重により機能を損なわない

設計とする。⑦-45 

 

内的事象を要因とする重大事故等が発

設備により機能を損なわない設計とす

る。⑦-23,⑦-47 

 

 

 

受電開閉設備の一部を兼用する設備

は，設計基準事故に対処するための設備

として使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を与えない設計

とする。⑧-4,⑧-11 

 

受電開閉設備の一部を兼用する設備

は，再処理施設の運転中又は停止中に外

観検査及び絶縁抵抗測定による性能確認

が可能な設計とする。⑨-4,⑨-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備により機能を損なわない設計とす

る。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧-11（P26 へ） 

 

 

 

 

⑨-11（P26 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-21（P6 から） 

⑤-22（P24 から） 

 

 

 

 

 

⑤-25（P24 から） 

 

 

 

 

 

⑥-14（P24 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-45（P24 から） 

 

【許可からの変更点】

操作性の設計に関して

説明する項目であるた

め記載を適正化した。

（以下同じ） 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

発電炉の設置許可及び

再処理施設の事業許可

における設計方針の差

異（当社は、事業変更

許可申請時に 33 条重大

事故等対処設備の設計

方針を各 SA 設備条文に

展開し、記載している

ことから当社特有の記

載としている。） 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

発電炉の設置許可及び

再処理施設の事業許可

における設計方針の差

異（当社は、事業変更

許可申請時に 33 条重大

事故等対処設備の設計

方針を各 SA 設備条文に

展開し、記載している

ことから当社特有の記

載としている。） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では、外部

電源が健全な環境条件

において、通常時に使

用する設備及び設計基

準対象施設の一部を，

ＭＯＸ燃料加工施設と

共用して使用するた

め。 
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生した場合に対処に用いる受電開閉設備

の一部を兼用する受電変圧器は，自然現

象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，

火災及び内部発生飛散物により機能が損

なわれる場合，代替設備による機能の確

保，修理の対応，関連する工程の停止等

の手順を保安規定に定め管理することに

より重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。⑦-46 

 

内的事象を要因とする重大事故等が発

生した場合に対処に用いる受電開閉設備

の一部を兼用する受電変圧器は，森林火

災発生時に消防車等による事前散水によ

る延焼防止を図るとともに，代替電源設

備及び代替所内電気設備により機能を損

なわない設計とする。消防車により事前

に散水することについては保安規定に定

めて，管理する。⑦-47 

 

受電開閉設備の一部を兼用する受電変

圧器は，設計基準事故に対処するための

設備として使用する場合と同じ系統構成

で重大事故等対処設備として使用する設

計とする。⑧-11 

 

受電開閉設備の一部を兼用する受電変

圧器は，通常時において，外観検査及び

絶縁抵抗測定による性能確認が可能な設

計とする。⑨-11 

 

7.1.1.3 所内高圧系統 

 

重大事故等時において，ＭＯＸ燃料加

工施設と共用する所内高圧系統は，再処

理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における

重大事故等対処に同時に対処することを

考慮し，十分な容量を有する設計とする

とともに，十分な系統数以上を確保する

ことで，共用によって重大事故等時の対

処に影響を及ぼさない設計とする。⑤-

17,⑤-23 

 

所内高圧系統のうち安全上重要な施設

へ電力を供給するための電気設備の一部

を兼用する設備は，２系統を設け，電気

的及び物理的に相互に分離独立した電源

を確保し，共通要因によって同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう，少

なくとも１系統は機能の維持及び人の接

近性を確保することで，独立性を有する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所内高圧系統のうち安全上重要な施設

へ電力を供給するための電気設備の一部

を兼用する設備は，２系統を設け，電気

的及び物理的に相互に分離独立した電源

を確保し，共通要因によって同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう，少

なくとも１系統は機能の維持及び人の接

近性を確保することで，独立性を有する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 所内高圧系統（設計基準対象の施

設と兼用） 

所内高圧系統の一部を兼用する設備

は，地震等により機能が損なわれる場

合，代替設備による機能の確保，修理

等の対応により機能を維持する設計と

する。また，必要に応じて関連する工

程を停止する等の手順を整備する。◇1  

 

 所内高圧系統のうち安全上重要な施

設へ電力を供給するための電気設備の

一部を兼用する設備は，溢水量及び化

学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受

けない高さへの設置，被水防護及び被

液防護をする設計とする。◇1  

 

 所内高圧系統のうち安全上重要な施

設へ電力を供給するための電気設備の

一部を兼用する設備は，配管の全周破

断に対して，影響を受けない場所に設

置することにより，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機

溶媒等）により機能を損なわない設計

とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-46（P24 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-47（P24 から） 

 

 

 

 

 

 

⑧-11（P25 から） 

 

 

 

⑨-11（P25 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-17（P27 から） 

⑤-23（P6 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

発電炉の設置許可及

び再処理施設の事業

許可における設計方

針の差異（当社は、

事業変更許可申請時

に 33 条重大事故等対

処設備の設計方針を

各 SA 設備条文に展開

し、記載しているこ

とから当社特有の記

載としている。） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では、外部

電源が健全な環境条件

において、通常時に使

用する設備及び設計基

準対象施設の一部を，

ＭＯＸ燃料加工施設と

共用して使用するた

め。 
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設計とする。④-13 

 

所内高圧系統のうち安全上重要な施設

へ電力を供給するための電気設備の一部

を兼用する設備は，２系統を設け，共通

要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，前処理建屋，制御

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の

独立した２箇所に設置することにより，

位置的分散を図る設計とする。④-14 

 

 

所内高圧系統の一部を兼用する設備

は，安全機能を有する施設として使用す

る場合と同じ系統構成で重大事故等対処

設備として使用することにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。⑤-

8 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する所内高

圧系統の一部を兼用する設備は，重大事

故等が収束するために必要な設備の電源

容量に対して十分な容量を有する設計と

するとともに，１系統以上有する設計と

する。⑥-8 

 

内的事象を要因とする重大事故等が発

生した場合に対処に用いる所内高圧系統

の一部を兼用する設備は，自然現象，人

為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及

び内部発生飛散物により機能が損なわれ

る場合，代替設備による機能の確保，修

理の対応，関連する工程の停止等の手順

を保安規定に定め管理することにより重

大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。⑦-24 

 

所内高圧系統のうち安全上重要な施設

へ電力を供給するための電気設備の一部

を兼用する設備は，溢水量及び化学薬品

の漏えい量を考慮し，影響を受けない高

さへの設置，被水防護及び被液防護する

設計とする。⑦-25 

 

 

所内高圧系統のうち安全上重要な施設

へ電力を供給するための電気設備の一部

を兼用する設備は，配管の全周破断に対

して，影響を受けない場所に設置するこ

とにより，漏えいした放射性物質を含む

腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）によ

設計とする。④-13 

 

所内高圧系統のうち安全上重要な施設

へ電力を供給するための電気設備の一部

を兼用する設備は，２系統を設け，共通

要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，前処理建屋，制御

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設内の独立した２箇所に設置すること

により，位置的分散を図る設計とする。

④-14 

 

所内高圧系統の一部を兼用する設備

は，安全機能を有する施設として使用す

る場合と同じ系統構成で重大事故等対処

設備として使用することにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。⑤

-8 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する所内高

圧系統の一部を兼用する設備は，重大事

故等が収束するために必要な設備の電源

容量に対して十分な容量を有する設計と

するとともに，１系統以上有する設計と

する。⑤-17,⑥-8 

 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる所内高圧系統の一部を兼用

する設備は，地震等により機能が損なわ

れる場合，代替設備による機能の確保，

修理等の対応，関連する工程の停止等に

より重大事故等に対処するための機能を

損なわない設計とする。⑦-24 

 

 

 

 

所内高圧系統のうち安全上重要な施設

へ電力を供給するための電気設備の一部

を兼用する設備は，溢水量及び化学薬品

の漏えい量を考慮し，影響を受けない高

さへの設置，被水防護及び被液防護する

設計とする。⑦-25 

 

 

所内高圧系統のうち安全上重要な施設

へ電力を供給するための電気設備の一部

を兼用する設備は，配管の全周破断に対

して，影響を受けない場所に設置するこ

とにより，漏えいした放射性物質を含む

腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）によ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３） 所内低圧系統（設計基準対象の施

設と兼用） 

所内低圧系統の一部を兼用する設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-17（P26 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-18（P3 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

発電炉の設置許可及

び再処理施設の事業

許可における設計方

針の差異（当社は、

事業変更許可申請時

に 33 条重大事故等対

処設備の設計方針を

各 SA 設備条文に展開

し、記載しているこ

とから当社特有の記

載としている。） 
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り機能を損なわない設計とする。⑦-26 

 

 

所内高圧系統の一部を兼用する設備

は，設計基準事故に対処するための設備

として使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用する設計と

する。所内高圧系統の一部を兼用する設

備は，中央制御室の操作スイッチにより

操作が可能な設計とする。⑧-5 

 

 

所内高圧系統の一部を兼用する設備

は，通常時において，外観検査及び絶縁

抵抗測定による性能確認が可能な設計と

する。⑨-5 

 

7.1.1.4 所内低圧系統 

重大事故等時において，ＭＯＸ燃料加

工施設と共用する所内低圧系統は，再処

理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における

重大事故等対処に同時に対処することを

考慮し，十分な容量を有する設計とする

とともに，十分な系統数以上を確保する

ことで，共用によって重大事故等時の対

処に影響を及ぼさない設計とする。⑤-

18,⑤-24 

 

所内低圧系統のうち安全上重要な施設

へ電力を供給するための電気設備の一部

を兼用する設備は，２系統を設け，電気

的及び物理的に相互に分離独立した電源

を確保し，共通要因によって同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう，少

なくとも１系統は機能の維持及び人の接

近性を確保することで，独立性を有する

設計とする。④-15 

 

所内低圧系統のうち安全上重要な施設

へ電力を供給するための電気設備の一部

を兼用する設備は，２系統を設け，共通

要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，前処理建屋，分離

建屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液

ガラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋内の独立した２箇所に設置する

ことにより，位置的分散を図る設計とす

る。④-16 

 

所内低圧系統の一部を兼用する設備

り機能を損なわない設計とする。⑦-26 

 

 

所内高圧系統の一部を兼用する設備

は，設計基準事故に対処するための設備

として使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を与えない設計

とする。所内高圧系統の一部を兼用する

設備は，中央制御室の操作スイッチによ

り操作が可能な設計とする。⑧-5 

 

所内高圧系統の一部を兼用する設備

は，再処理施設の運転中又は停止中に外

観検査及び絶縁抵抗測定による性能確認

が可能な設計とする。⑨-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所内低圧系統のうち安全上重要な施設

へ電力を供給するための電気設備の一部

を兼用する設備は，２系統を設け，電気

的及び物理的に相互に分離独立した電源

を確保し，共通要因によって同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう，少

なくとも１系統は機能の維持及び人の接

近性を確保することで，独立性を有する

設計とする。④-15 

 

所内低圧系統のうち安全上重要な施設

へ電力を供給するための電気設備の一部

を兼用する設備は，２系統を設け，共通

要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，前処理建屋，分離

建屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液

ガラス固化建屋及び使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設内の独立した２箇所に

設置することにより，位置的分散を図る

設計とする。④-16 

 

所内低圧系統の一部を兼用する設備

は，地震等により機能が損なわれる場

合，代替設備による機能の確保，修理

等の対応により機能を維持する設計と

する。また，必要に応じて関連する工

程を停止する等の手順を整備する。◇1  

 

 所内低圧系統のうち安全上重要な施

設へ電力を供給するための電気設備の

一部を兼用する設備は，溢水量及び化

学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受

けない高さへの設置，被水防護及び被

液防護をする設計とする。◇1  

 

所内低圧系統のうち安全上重要な施設

へ電力を供給するための電気設備の一

部を兼用する設備は，配管の全周破断

に対して，影響を受けない場所に設置

することにより，漏えいした放射性物

質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶

媒等）により機能を損なわない設計と

する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-18（P29 から） 

⑤-24（P6 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

発電炉の設置許可及び

再処理施設の事業許可

における設計方針の差

異（当社は、事業変更

許可申請時に 33 条重大

事故等対処設備の設計

方針を各 SA 設備条文に

展開し、記載している

ことから当社特有の記

載としている。） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では、外部

電源が健全な環境条件

において、通常時に使

用する設備及び設計基

準対象施設の一部を，

ＭＯＸ燃料加工施設と

共用して使用するた

め。 
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は，安全機能を有する施設として使用す

る場合と同じ系統構成で重大事故等対処

設備として使用することにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。⑤-

9 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する所内低

圧系統の一部を兼用する設備は，重大事

故等が収束するために必要な設備の電源

容量に対して十分な容量を有する設計と

するとともに，１系統以上有する設計と

する。⑥-9 

 

内的事象を要因とする重大事故等が発

生した場合に対処に用いる所内低圧系統

の一部を兼用する設備は，自然現象，人

為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及

び内部発生飛散物により機能が損なわれ

る場合，代替設備による機能の確保，修

理の対応，関連する工程の停止等の手順

を保安規定に定め管理することにより重

大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。⑦-27 

 

所内低圧系統のうち安全上重要な施設

へ電力を供給するための電気設備の一部

を兼用する設備は，溢水量及び化学薬品

の漏えい量を考慮し，影響を受けない高

さへの設置，被水防護及び被液防護する

設計とする。⑦-28 

 

 

所内低圧系統のうち安全上重要な施設

へ電力を供給するための電気設備の一部

を兼用する設備は，配管の全周破断に対

して，影響を受けない場所に設置するこ

とにより，漏えいした放射性物質を含む

腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）によ

り機能を損なわない設計とする。⑦-29 

 

 

所内低圧系統の一部を兼用する設備

は，設計基準事故に対処するための設備

として使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用する設計と

する。所内低圧系統の一部を兼用する設

備は，中央制御室の操作スイッチにより

操作が可能な設計とする。⑧-6 

 

 

所内低圧系統の一部を兼用する設備

は，安全機能を有する施設として使用す

る場合と同じ系統構成で重大事故等対処

設備として使用することにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。⑤

-9 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する所内低

圧系統の一部を兼用する設備は，重大事

故等が収束するために必要な設備の電源

容量に対して十分な容量を有する設計と

するとともに，１系統以上有する設計と

する。⑤-18,⑥-9 

 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる所内低圧系統の一部を兼用

する設備は，地震等により機能が損なわ

れる場合，代替設備による機能の確保，

修理等の対応，関連する工程の停止等に

より重大事故等に対処するための機能を

損なわない設計とする。⑦-27 

 

 

 

 

所内低圧系統のうち安全上重要な施設

へ電力を供給するための電気設備の一部

を兼用する設備は，溢水量及び化学薬品

の漏えい量を考慮し，影響を受けない高

さへの設置，被水防護及び被液防護する

設計とする。⑦-28 

 

 

所内低圧系統のうち安全上重要な施設

へ電力を供給するための電気設備の一部

を兼用する設備は，配管の全周破断に対

して，影響を受けない場所に設置するこ

とにより，漏えいした放射性物質を含む

腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）によ

り機能を損なわない設計とする。⑦-29 

 

 

所内低圧系統の一部を兼用する設備

は，設計基準事故に対処するための設備

として使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を与えない設計

とする。所内低圧系統の一部を兼用する

設備は，中央制御室の操作スイッチによ

り操作が可能な設計とする。⑧-6 

 

所内低圧系統の一部を兼用する設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４） 直流電源設備（設計基準対象の施

設と兼用） 

直流電源設備の一部を兼用する設備

は，地震等により機能が損なわれる場

合，代替設備による機能の確保，修理

等の対応により機能を維持する設計と

する。また，必要に応じて関連する工

程を停止する等の手順を整備する。◇1  

 

直流電源設備のうち安全上重要な施

設へ電力を供給するための電気設備の

一部を兼用する設備は，溢水量及び化

学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受

けない高さへの設置，被水防護及び被

液防護をする設計とする。◇1  

 

直流電源設備のうち安全上重要な施

設へ電力を供給するための電気設備の

一部を兼用する設備は，配管の全周破

断に対して，影響を受けない場所に設

置することにより，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-18（P28 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

発電炉の設置許可及

び再処理施設の事業

許可における設計方

針の差異（当社は、

事業変更許可申請時

に 33 条重大事故等

対処設備の設計方針

を各 SA 設備条文に

展開し、記載してい

ることから当社特有

の記載としてい

る。） 
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は，通常時において，外観検査及び絶縁

抵抗測定による性能確認が可能な設計と

する。⑨-6 

 

7.1.1.6 直流電源設備 

 

直流電源設備のうち安全上重要な施設

へ電力を供給するための電気設備の一部

を兼用する設備は，２系統を設け，電気

的及び物理的に相互に分離独立した電源

を確保し，共通要因によって同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう，少

なくとも１系統は機能の維持及び人の接

近性を確保することで，独立性を有する

設計とする。④-17 

 

直流電源設備のうち安全上重要な施設

へ電力を供給するための電気設備の一部

を兼用する設備は，２系統を設け，共通

要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，前処理建屋，分離

建屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液

ガラス固化建屋及び使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設内の独立した２箇所に

設置することにより，位置的分散を図る

設計とする。④-18 

 

直流電源設備の一部を兼用する設備

は，安全機能を有する施設として使用す

る場合と同じ系統構成で重大事故等対処

設備として使用することにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。⑤-

10 

直流電源設備の一部を兼用する設備

は，重大事故等が収束するために必要な

設備の電源容量に対して十分な容量を有

する設計とするとともに，１系統以上有

する設計とする。⑥-10 

 

内的事象を要因とする重大事故等が発

生した場合に対処に用いる直流電源設備

の一部を兼用する設備は，自然現象，人

為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及

び内部発生飛散物により機能が損なわれ

る場合，代替設備による機能の確保，修

理の対応，関連する工程の停止等の手順

を保安規定に定め管理することにより重

大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。⑦-30 

 

は，再処理施設の運転中又は停止中に外

観検査及び絶縁抵抗測定による性能確認

が可能な設計とする。⑨-6 

 

 

 

直流電源設備のうち安全上重要な施設

へ電力を供給するための電気設備の一部

を兼用する設備は，２系統を設け，電気

的及び物理的に相互に分離独立した電源

を確保し，共通要因によって同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう，少

なくとも１系統は機能の維持及び人の接

近性を確保することで，独立性を有する

設計とする。④-17 

 

直流電源設備のうち安全上重要な施設

へ電力を供給するための電気設備の一部

を兼用する設備は，２系統を設け，共通

要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，前処理建屋，分離

建屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液

ガラス固化建屋及び使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設内の独立した２箇所に

設置することにより，位置的分散を図る

設計とする。④-18 

 

直流電源設備の一部を兼用する設備

は，安全機能を有する施設として使用す

る場合と同じ系統構成で重大事故等対処

設備として使用することにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。⑤

-10 

直流電源設備の一部を兼用する設備

は，重大事故等が収束するために必要な

設備の電源容量に対して十分な容量を有

する設計とするとともに，１系統以上有

する設計とする。⑥-10 

 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる直流電源設備の一部を兼用

する設備は，地震等により機能が損なわ

れる場合，代替設備による機能の確保，

修理等の対応，関連する工程の停止等に

より重大事故等に対処するための機能を

損なわない設計とする。⑦-30 

 

 

 

 

溶媒等）により機能を損なわない設計

とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

発電炉の設置許可及び再

処理施設の事業許可にお

ける設計方針の差異（当

社は、事業変更許可申請

時に 33 条重大事故等対

処設備の設計方針を各

SA 設備条文に展開し、

記載していることから当

社特有の記載としてい

る。） 
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直流電源設備のうち安全上重要な施設

へ電力を供給するための電気設備の一部

を兼用する設備は，溢水量及び化学薬品

の漏えい量を考慮し，影響を受けない高

さへの設置，被水防護及び被液防護する

設計とする。⑦-31 

 

 

直流電源設備のうち安全上重要な施設

へ電力を供給するための電気設備の一部

を兼用する設備は，配管の全周破断に対

して，影響を受けない場所に設置するこ

とにより，漏えいした放射性物質を含む

腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）によ

り機能を損なわない設計とする。⑦-32 

 

 

直流電源設備の一部を兼用する設備

は，設計基準事故に対処するための設備

として使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用する設計と

する。⑧-7 

 

 

直流電源設備の一部を兼用する設備

は，通常時において，外観検査及び絶縁

抵抗測定による性能確認が可能な設計と

する。⑨-7 

 

7.1.1.7 計測制御用交流電源設備 

 

計測制御用交流電源設備のうち安全上

重要な施設へ電力を供給するための電気

設備の一部を兼用する設備は，２系統を

設け，電気的及び物理的に相互に分離独

立した電源を確保し，共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，少なくとも１系統は機能の維持

及び人の接近性を確保することで，独立

性を有する設計とする。④-19 

 

計測制御用交流電源設備のうち安全上

重要な施設へ電力を供給するための電気

設備の一部を兼用する設備は，２系統を

設け，共通要因によって同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，前処理

建屋，分離建屋，精製建屋，制御建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高

レベル廃液ガラス固化建屋及び使用済燃

 

 

直流電源設備のうち安全上重要な施設

へ電力を供給するための電気設備の一部

を兼用する設備は，溢水量及び化学薬品

の漏えい量を考慮し，影響を受けない高

さへの設置，被水防護及び被液防護する

設計とする。⑦-31 

 

 

直流電源設備のうち安全上重要な施設

へ電力を供給するための電気設備の一部

を兼用する設備は，配管の全周破断に対

して，影響を受けない場所に設置するこ

とにより，漏えいした放射性物質を含む

腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）によ

り機能を損なわない設計とする。⑦-32 

 

 

直流電源設備の一部を兼用する設備

は，設計基準事故に対処するための設備

として使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を与えない設計

とする。⑧-7 

 

直流電源設備の一部を兼用する設備

は，再処理施設の運転中又は停止中に外

観検査及び絶縁抵抗測定による性能確認

が可能な設計とする。⑨-7 

 

 

 

計測制御用交流電源設備のうち安全上

重要な施設へ電力を供給するための電気

設備の一部を兼用する設備は，２系統を

設け，電気的及び物理的に相互に分離独

立した電源を確保し，共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，少なくとも１系統は機能の維持

及び人の接近性を確保することで，独立

性を有する設計とする。④-19 

 

計測制御用交流電源設備のうち安全上

重要な施設へ電力を供給するための電気

設備の一部を兼用する設備は，２系統を

設け，共通要因によって同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，前処理

建屋，分離建屋，精製建屋，制御建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高

レベル廃液ガラス固化建屋及び使用済燃

５） 計測制御用交流電源設備（設計基

準対象の施設と兼用） 

計測制御用交流電源設備の一部を兼

用する設備は，地震等により機能が損

なわれる場合，代替設備による機能の

確保，修理等の対応により機能を維持

する設計とする。また，必要に応じて

関連する工程を停止する等の手順を整

備する。◇1  

 

計測制御用交流電源設備のうち安全

上重要な施設へ電力を供給するための

電気設備の一部を兼用する設備は，溢

水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの設置，被

水防護及び被液防護をする設計とす

る。◇1  

 

計測制御用交流電源設備のうち安全上

重要な施設へ電力を供給するための電

気設備の一部を兼用する設備は，配管

の全周破断に対して，影響を受けない

場所に設置することにより，漏えいし

た放射性物質を含む腐食性の液体（溶

液，有機溶媒等）により機能を損なわ

ない設計とする。◇1  

 

 (５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18

（４）ａ．操作性の確保」に示す。◇1  

ａ．全交流動力電源喪失を要因とし

て発生する重大事故等に対処するため

の電力を確保するための設備 

１） 代替電源設備 

代替電源設備は，コネクタ接続に統

一することにより，速やかに，容易か

つ確実に現場での接続が可能な設計と

する。◇1  

２） 代替所内電気設備 

(ａ) 常設重大事故等対処設備 

代替所内電気設備の重大事故対処用

母線は，コネクタ接続に統一すること

により，速やかに，容易かつ確実に現

場での接続が可能な設計とする。◇1  

 

(ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及

び可搬型電源ケーブルは，コネクタ接

続に統一することにより，速やかに，

容易かつ確実に現場での接続が可能な

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

発電炉の設置許可及び

再処理施設の事業許可

における設計方針の差

異（当社は、事業変更

許可申請時に 33 条重

大事故等対処設備の設

計方針を各 SA 設備条

文に展開し、記載して

いることから当社特有

の記載としている。） 
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料の受入れ施設及び貯蔵施設内の独立し

た２箇所に設置することにより，位置的

分散を図る設計とする。④-20 

 

計測制御用交流電源設備の一部を兼用

する設備は，安全機能を有する施設とし

て使用する場合と同じ系統構成で重大事

故等対処設備として使用することによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。⑤-11 

 

計測制御用交流電源設備の一部を兼用

する設備は，重大事故等が収束するため

に必要な設備の電源容量に対して十分な

容量を有する設計とするとともに，１系

統以上有する設計とする。⑥-11 

 

内的事象を要因とする重大事故等が発

生した場合に対処に用いる計測制御用交

流電源設備の一部を兼用する設備は，自

然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏え

い，火災及び内部発生飛散物により機能

が損なわれる場合，代替設備による機能

の確保，修理の対応，関連する工程の停

止等の手順を保安規定に定め管理するこ

とにより重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。⑦-33 

 

計測制御用交流電源設備のうち安全上

重要な施設の安全上重要な負荷へ電力を

供給するための電気設備の一部を兼用す

る設備は，溢水量及び化学薬品の漏えい

量を考慮し，影響を受けない高さへの設

置，被水防護及び被液防護する設計とす

る。⑦-34 

 

計測制御用交流電源設備のうち安全上

重要な施設へ電力を供給するための電気

設備の一部を兼用する設備は，配管の全

周破断に対して，影響を受けない場所に

設置することにより，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶

媒等）により機能を損なわない設計とす

る。⑦-35 

 

計測制御用交流電源設備の一部を兼用

する設備は，設計基準事故に対処するた

めの設備として使用する場合と同じ系統

構成で重大事故等対処設備として使用す

る設計とする。⑧-8 

 

料の受入れ施設及び貯蔵施設内の独立し

た２箇所に設置することにより，位置的

分散を図る設計とする。④-20 

 

計測制御用交流電源設備の一部を兼用

する設備は，安全機能を有する施設とし

て使用する場合と同じ系統構成で重大事

故等対処設備として使用することによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。⑤-11 

 

計測制御用交流電源設備の一部を兼用

する設備は，重大事故等が収束するため

に必要な設備の電源容量に対して十分な

容量を有する設計とするとともに，１系

統以上有する設計とする。⑥-11 

 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる計測制御用交流電源設備の

一部を兼用する設備は，地震等により機

能が損なわれる場合，代替設備による機

能の確保，修理等の対応，関連する工程

の停止等により重大事故等に対処するた

めの機能を損なわない設計とする。⑦-

33 

 

 

 

計測制御用交流電源設備のうち安全上

重要な施設の安全上重要な負荷へ電力を

供給するための電気設備の一部を兼用す

る設備は，溢水量及び化学薬品の漏えい

量を考慮し，影響を受けない高さへの設

置，被水防護及び被液防護する設計とす

る。⑦-34 

 

計測制御用交流電源設備のうち安全上

重要な施設へ電力を供給するための電気

設備の一部を兼用する設備は，配管の全

周破断に対して，影響を受けない場所に

設置することにより，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶

媒等）により機能を損なわない設計とす

る。⑦-35 

 

計測制御用交流電源設備の一部を兼用

する設備は，設計基準事故に対処するた

めの設備として使用する場合と同じ系統

構成で重大事故等対処設備として使用す

ることにより，他の設備に悪影響を与え

ない設計とする。⑧-8 

設計とする。◇1  

 

ｂ．全交流動力電源喪失を要因とせず

に発生する重大事故等に対処するため

の設備 

１） 受電開閉設備（設計基準対象の施

設と兼用） 

受電開閉設備の一部を兼用する設備

は，設計基準事故に対処するための設

備として使用する場合と同じ系統構成

で重大事故等対処設備として使用す

る。◇1  

 

２） 所内高圧系統（設計基準対象の施

設と兼用） 

所内高圧系統の一部を兼用する設備

は，設計基準事故に対処するための設

備として使用する場合と同じ系統構成

で重大事故等対処設備として使用す

る。◇1  

 

所内高圧系統の一部を兼用する設備

は，中央制御室の操作スイッチにより

操作が可能な設計とする。◇1  

 

３） 所内低圧系統（設計基準対象の施

設と兼用） 

所内低圧系統の一部を兼用する設備

は，設計基準事故に対処するための設

備として使用する場合と同じ系統構成

で重大事故等対処設備として使用す

る。◇1  

 

所内低圧系統の一部を兼用する設備

は，中央制御室の操作スイッチにより

操作が可能な設計とする。◇1  

 

４） 直流電源設備（設計基準対象の施

設と兼用） 

直流電源設備の一部を兼用する設備

は，設計基準事故に対処するための設

備として使用する場合と同じ系統構成

で重大事故等対処設備として使用す

る。◇1  

 

５） 計測制御用交流電源設備（設計基

準対象の施設と兼用） 

計測制御用交流電源設備の一部を兼

用する設備は，設計基準事故に対処す

るための設備として使用する場合と同

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

発電炉の設置許可及び

再処理施設の事業許可

における設計方針の差

異（当社は、事業変更

許可申請時に 33 条重

大事故等対処設備の設

計方針を各 SA 設備条

文に展開し、記載して

いることから当社特有

の記載としている。） 
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計測制御用交流電源設備の一部を兼用

する設備は，通常時において，外観検査

及び絶縁抵抗測定による性能確認が可能

な設計とする。⑨-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御用交流電源設備の一部を兼用

する設備は，再処理施設の運転中又は停

止中に外観検査及び絶縁抵抗測定による

性能確認が可能な設計とする。⑨-8 

 

(ｂ) 主要な設備  

(ロ) 重大事故等対処設備 

１） 代替電源設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

前処理建屋可搬型発電機□2  

台 数 ４ 台（予備として故障時及び

待機除外時のバックアップを３台） 

容 量 約80 ｋＶＡ／台 

分離建屋可搬型発電機□2  

台 数 ３ 台（予備として故障時のバ 

ックアップを２台） 

容 量 約80 ｋＶＡ／台 

制御建屋可搬型発電機□2  

台 数 ３ 台（予備として故障時のバ 

ックアップを２台） 

容 量 約80 ｋＶＡ／台 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型発電機□2  

台 数 ３ 台（予備として故障時のバ 

ックアップを２台） 

容 量 約80 ｋＶＡ／台 

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電

機□2  

台 数 ３ 台（予備として故障時のバ 

ックアップを２台） 

容 量 約80 ｋＶＡ／台 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機□2  

台 数 ３ 台（予備として故障時及び 

待機除外時のバックアッ 

プを２台） 

容 量 約200 ｋＶＡ／台 

 

２） 代替所内電気設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

前処理建屋の重大事故対処用母線 

（常設分電盤，常設電源ケーブル）□2  

数 量 ２ 系統 

分離建屋の重大事故対処用母線（常設分

電盤，常設電源ケーブル）□2  

数 量 ２ 系統 

精製建屋の重大事故対処用母線（常設分

電盤，常設電源ケーブル）□2  

数 量 ２ 系統 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の重

じ系統構成で重大事故等対処設備とし

て使用する。◇1  

 

 

9.2.2.3 主要設備の仕様 

常設重大事故等対処設備及び可搬型

重大事故等対処設備の主要機器仕様を

第9.2－10 表に示す。◇3 ◇4  

 

直流電源を必要とする可搬型の代替

計測制御設備については「6.1.2計測制

御設備」で説明する。◇7  

 

9.2.2.4 系統構成 

(１) 全交流動力電源喪失を要因とし

て発生する重大事故等に対処するため

の電力を確保するための設備 

全交流動力電源喪失により，重大事

故等が発生した場合において，当該重

大事故等に対処するために必要な電力

を確保するため，非常用ディーゼル発

電機の代替電源設備として，前処理建

屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電

機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電

機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬

型発電機及び使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電機を配備す

る。◇1  

 

計装設備の一部であるけん引車は，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

可搬型発電機を外部保管エリアから建

屋近傍まで運搬するため，可搬型重大

事故等対処設備として配備する。◇1  

 

代替電源設備及び代替所内電気設備

は，重大事故等の対処に必要な電力を

確保する設計とする。◇1  

 

全交流動力電源喪失を要因として発

生する重大事故等に対処するための電

力を確保するための設備の系統図を第

9.2－15 図～第9.2－20 図に，負荷と

なる主な設備を第9.2－11 表に示す。

◇2  

 

(２) 全交流動力電源喪失を要因とせず

に発生する重大事故等に対処するため

の設備 

 

 

3.1 常設直流電源設備 

（設計基準対象施設の記載のため中
略） 

設計基準事故対処設備の交流電源が

喪失（全交流動力電源喪失）した場合

に，重大事故等の対応に必要な設備に

直流電力を供給する所内常設直流電源

設備として，125V 系蓄電池 A 系·B 

系を使用できる設計とする。所内常設

直流電源設備は，125V 系蓄電池 A 系

·B 系，電路，計測制御装置等で構成

し，125V 系蓄電池 A 系·B 系は，直

流 125V 主母線盤 2A·2B（125 V，

1200 A のものを 2 個），直流 125V 

モータコントロールセンタ（125 V，

600 A のものを 2 個）及び非常用無

停電計装分電盤（120 V，400 A のも

のを 2 個）へ電力を供給できる設計

とする。  

 

所内常設直流電源設備の 125V 系蓄

電池 A 系·B 系は，全交流動力電源喪

失から 1 時間以内に中央制御室にお

いて不要な負荷の切り離しを行うこ

と，また全交流動力電源喪失から 8 

時間後に中央制御室外において不要な

負荷の切り離しを行うことで，全交流

動力電源喪失から 24 時間にわたり，

125V 系蓄電池 A 系·B 系から電力を

供給できる設計とする。 

 

所内常設直流電源設備は，原子炉建

屋付属棟内の 2C·2D 非常用ディーゼ

ル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機と異なる区画に設置する

ことで，非常用交流電源設備と共通要

因によって同時に機能を損なわないよ

う，位置的分散を図る設計とする。 

 

所内常設直流電源設備は，125V 系

蓄電池 A 系·B 系から直流 125V 主母

線盤 2A·2B までの系統において，独

立した電路で系統構成することによ

り，2C·2D 非常用ディーゼル発電機の

交流を直流に変換する電路を用いた直

流 125V 主母線盤 2A·2B までの系統

に対して，独立性を有する設計とす

る。 

これらの位置的分散及び電路の独立

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

全交流電源喪失し

た際に重大事故等

の対処に必要な電

力を確保するため

に必要な設備を配

備する基本方針

は、同様である

が、再処理施設で

は重大事故時に常

設の蓄電池を使用

しないため。 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

発電炉の設置許可及び

再処理施設の事業許可

における設計方針の差

異（当社は、事業変更

許可申請時に 33 条重

大事故等対処設備の設

計方針を各 SA 設備条

文に展開し、記載して

いることから当社特有

の記載としている。） 
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大事故対処用母線（常設分電盤，常設電

源ケーブル）□2  

数 量 ２ 系統 

高レベル廃液ガラス固化建屋の重大事故

対処用母線（常設分電盤，常設電源ケー

ブル）□2  

数 量 ２ 系統 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

前処理建屋の可搬型分電盤□2  

数 量 ２ 面（予備として故障時のバッ

クアップを１面） 

分離建屋の可搬型分電盤□2  

数 量 ２ 面（予備として故障時のバッ

クアップを１面） 

精製建屋の可搬型分電盤□2  

数 量 ２ 面（予備として故障時のバッ

クアップを１面） 

制御建屋の可搬型分電盤□2  

数 量 ２ 面（予備として故障時のバッ

クアップを１面） 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の可

搬型分電盤□2  

数 量 ２ 面（予備として故障時のバッ

クアップを１面） 

高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型分

電盤□2  

数 量 ２ 面（予備として故障時のバッ

クアップを１面） 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

可搬型分電盤□2  

数 量 ２ 面（予備として故障時のバッ

クアップを１面） 

前処理建屋の可搬型電源ケーブル□3  

数 量 １式 

分離建屋の可搬型電源ケーブル□3  

数 量 １式 

精製建屋の可搬型電源ケーブル□3  

数 量 １式 

制御建屋の可搬型電源ケーブル□3  

数 量 １式 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の可

搬型電源ケーブル□3  

数 量 １式 

高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型電

源ケーブル□3  

数 量 １式 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

可搬型電源ケーブル□3  

数 量 １式 

 

３） 受電開閉設備□3  

全交流動力電源喪失を要因とせず外

部電源が健全な環境の条件において，

動的機器の機能喪失又は人為的な過失

の重畳を要因として発生する重大事故

等の対処に必要な電力を供給するため

に，受電開閉設備，受電変圧器，6.9ｋ

Ｖ非常用主母線，6.9ｋＶ運転予備用主

母線，6.9ｋＶ常用主母線，6.9ｋＶ非

常用母線，6.9ｋＶ運転予備用母線，

460Ｖ非常用母線，460Ｖ運転予備用母

線，第２非常用直流電源設備，常用直

流電源設備，第１非常用直流電源設

備，計測制御用交流電源設備及び非常

用計測制御用交流電源設備を常設重大

事故等対処設備（設計基準対象の施設

と兼用）として位置付け，重大事故等

の対処に必要な電力を確保する設計と

する。◇1  

 

全交流動力電源喪失を要因とせずに発

生する重大事故等に対処するための設

備の系統図を第9.2－21(1)図～第9.2－

21(8)図に示す。◇2  

 

 

9.2.2.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18

（４）ｂ．試験・検査性」に示す。◇1  

(１) 全交流動力電源喪失を要因として

発生する重大事故等に対処するための

電力を確保するための設備 

１) 代替電源設備 

(ａ) 可搬型重大事故等対処設備 

代替電源設備は，再処理施設の運転

中又は停止中に外観検査及び絶縁抵抗

測定による性能確認が可能な設計とす

る。◇1  

 

 

２) 代替所内電気設備 

(ａ) 常設重大事故等対処設備 

代替所内電気設備の重大事故対処用

母線（常設分電盤及び常設ケーブル）

は，再処理施設の運転中又は停止中に

外観検査及び絶縁抵抗測定による性能

確認が可能な設計とする。◇1  

 

 (ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及

び可搬型電源ケーブルは，再処理施設

性によって，所内常設直流電源設備は

非常用交流電源設備に対して独立性を

有する設計とする。 

 

 非常用直流電源設備の 125V 系蓄電

池 A 系·B 系·HPCS 系及び中性子モニ

タ用蓄電池 A 系·B 系は，想定される

重大事故等時において，重大事故等対

処設備として使用できる設計とする。 

 

非常用直流電源設備のうち 125V 系

蓄電池 HPCS 系は，直流 125V 主母線

盤 HPCS（125 V，800 A のものを 1 

個）へ接続することで，高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機の起動信号及

び初期励磁並びにメタルクラッド開閉

装置 HPCS の制御回路等の高圧炉心ス

プレイ系の負荷に電力を供給できる設

計とする。 

 

非常用直流電源設備のうち，中性子

モニタ用蓄電池 A 系·B 系は，直流

+24V 中性子モニタ用分電盤（+ 24 

V，50 A のものを 2 個）へ接続する

ことで，起動領域計装に電力を供給で

きる設計とする。 

 

非常用直流電源設備は，設計基準事

故対処設備であるとともに，重大事故

等時においても使用するため，重大事

故等対処設備としての基本方針に示す

設計方針を適用する。ただし，多様性

及び独立性並びに位置的分散を考慮す

べき対象の設計基準事故対処設備はな

いことから，重大事故等対処設備の基

本方針のうち「5.1.2 多様性，位置的

分散等」に示す設計方針は適用しな

い。 

 

 

3.2 可搬型代替直流電源設備 

設計基準事故対処設備の交流電源及

び直流電源が喪失した場合に，重大事

故等の対応に必要な設備に直流電力を

供給する可搬型代替直流電源設備とし

て可搬型代替低圧電源車及び可搬型整

流器を使用できる設計とする。可搬型

代替直流電源設備は， 可搬型代替低

圧電源車，可搬型整流器，電路，計測

制御装置等で構成し， 可搬型代替低

圧電源車及び可搬型整流器を可搬型代

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

全交流電源喪失し

た際に重大事故等

の対処に必要な電

力を確保するため

に必要な設備を配

備する基本方針

は、同様である

が、再処理施設で

は重大事故時に常

設の蓄電池を使用

しないため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

全交流電源喪失し

た際に重大事故等

の対処に必要な電

力を確保するため

に必要な設備を配

備する基本方針

は、同様である

が、再処理施設に

は可搬型の直流電

源設備がないた

め。 
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［常設重大事故等対処設備（設計基準対

象の施設と兼用）］ 

受電開閉設備（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用） 

数 量 ２ 系統 

受電変圧器（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用） 

数 量 ４ 台 

４） 所内高圧系統□3  

［常設重大事故等対処設備（設計基準対

象の施設と一部兼用）］ 

非常用電源建屋の6.9ｋＶ非常用主母線 

数 量 ２ 系統 

ユーティリティ建屋の6.9ｋＶ運転予備

用主母線 

数 量 １ 系統 

ユーティリティ建屋の6.9ｋＶ運転予備

用母線 

数 量 １ 系統 

ユーティリティ建屋の6.9ｋＶ常用主母

線（ＭＯＸ燃料加工施設と 

共用） 

数 量 ２ 系統 

第２ユーティリティ建屋の6.9ｋＶ運転

予備用主母線 

数 量 ３ 系統 

第２ユーティリティ建屋の6.9ｋＶ常用

主母線 

数 量 １ 系統 

前処理建屋の6.9ｋＶ非常用母線 

数 量 ２ 系統 

前処理建屋の6.9ｋＶ運転予備用母線 

数 量 １ 系統 

分離建屋の6.9ｋＶ運転予備用母線 

数 量 １ 系統 

精製建屋の6.9ｋＶ運転予備用母線 

数 量 １ 系統 

制御建屋の6.9ｋＶ非常用母線 

数 量 ２ 系統 

制御建屋の6.9ｋＶ運転予備用母線 

数 量 ２ 系統 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の

6.9ｋＶ非常用母線 

数 量 ２ 系統 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の

6.9ｋＶ運転予備用母線 

数 量 １ 系統 

高レベル廃液ガラス固化建屋の6.9ｋＶ

運転予備用母線 

数 量 １ 系統 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

の運転中又は停止中に外観検査及び絶

縁抵抗測定による性能確認が可能な設

計とする。◇1  

 

 (２) 全交流動力電源喪失を要因とせ

ずに発生する重大事故等に対処するた

めの設備 

１) 受電開閉設備（設計基準対象の施

設と兼用） 

受電開閉設備は，再処理施設の運転

中又は停止中に外観検査及び絶縁抵抗

測定による性能確認が可能な設計とす

る。◇1  

 

２) 所内高圧系統（設計基準対象の施

設と兼用） 

所内高圧系統のうち電気設備の一部

を兼用する設備は，再処理施設の運転

中又は停止中に外観検査及び絶縁抵抗

測定による性能確認が可能な設計とす

る。◇1  

 

３) 所内低圧系統（設計基準対象の施

設と兼用） 

所内低圧系統のうち電気設備の一部

を兼用する設備は，再処理施設の運転

中又は停止中に外観検査及び絶縁抵抗

測定による性能確認が可能な設計とす

る。◇1  

 

４) 直流電源設備（設計基準対象の施

設と兼用） 

直流電源設備のうち電気設備の一部

を兼用する設備は，再処理施設の運転

中又は停止中に外観検査及び絶縁抵抗

測定による性能確認が可能な設計とす

る。◇1  

 

５) 計測制御用交流電源設備（設計基

準対象の施設と兼用） 

計測制御用交流電源設備のうち電気

設備の一部を兼用する設備は，再処理

施設の運転中又は停止中に外観検査及

び絶縁抵抗測定による性能確認が可能

な設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

替低圧電源車接続盤（西側）又は（東

側）を経由して直流 125V 主母線盤 

2A 又は直流 125V 主母線盤 2B へ接

続することで電力を供給できる設計と

する。 

 

可搬型代替直流電源設備は，可搬型

代替低圧電源車の運転を継続すること

で，設計基準事故対処設備の交流電源

及び直流電源の喪失から 24 時間にわ

たり必要な負荷に電力の供給を行うこ

とができる設計とする。 

 

可搬型代替直流電源設備は，非常用

直流電源設備と共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，可搬型代替

低圧電源車の冷却方式を空冷とするこ

とで，冷却方式が水冷である 2C·2D 

非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機から給電

する非常用直流電源設備に対して多様

性を有する設計とする。また，可搬型

整流器により交流電力を直流に変換で

きることで， 125V 系蓄電池 A 系·B 

系及び HPCS 系を用いる非常用直流電

源設備に対して多様性を有する設計と

する。 

 

可搬型代替直流電源設備の可搬型代

替低圧電源車及び可搬型整流器は，屋

外の原子炉建屋付属棟から離れた場所

に保管することで，原子炉建屋付属棟

内の 2C·2D 非常用ディーゼル発電機

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機並びに 125V 系蓄電池 A 系·B 系

及び HPCS 系と共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，位置的分散

を図る設計とする。 

 

可搬型代替直流電源設備は，可搬型代

替低圧電源車から直流 125V 主母線盤 

2A·2B までの系統において，独立した

電路で系統構成することにより，125V 

系蓄電池 A 系·B 系から直流 125V 主

母線盤 2A·2B までの系統に対して，

独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並び

に電路の独立性によって，可搬型代替

直流電源設備は非常用直流電源設備に

対して独立性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

全交流電源喪失し

た際に重大事故等

の対処に必要な電

力を確保するため

に必要な設備を配

備する基本方針

は、同様である

が、再処理施設に

は可搬型の直流電

源設備がないた

め。 
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6.9ｋＶ非常用母線 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

数 量 ２ 系統 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

6.9ｋＶ常用母線 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

数 量 ２ 系統 

低レベル廃棄物処理建屋の6.9ｋＶ運転

予備用母線 

数 量 １ 系統 

５） 所内低圧系統□3  

［常設重大事故等対処設備（設計基準対

象の施設と一部兼用）］ 

非常用電源建屋の460Ｖ非常用母線 

数 量 ２ 系統 

ユーティリティ建屋の460Ｖ運転予備用

母線 

数 量 ３ 系統 

第２ユーティリティ建屋の460Ｖ運転予

備用母線 

数 量 １ 系統 

前処理建屋の460Ⅴ非常用母線 

数 量 ２ 系統 

前処理建屋の460Ｖ運転予備用母線 

数 量 １ 系統 

分離建屋の460Ⅴ非常用母線 

数 量 ２ 系統 

分離建屋の460Ｖ運転予備用母線 

数 量 １ 系統 

精製建屋の460Ⅴ非常用母線 

数 量 ２ 系統 

精製建屋の460Ｖ運転予備用母線 

数 量 １ 系統 

制御建屋の460Ｖ非常用母線 

数 量 ２ 系統 

制御建屋の460Ｖ運転予備用母線 

数 量 ２ 系統 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の

460Ｖ非常用母線 

数 量 ２ 系統 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の

460Ｖ運転予備用母線 

数 量 １ 系統 

高レベル廃液ガラス固化建屋の460Ｖ非

常用母線 

数 量 ２ 系統 

高レベル廃液ガラス固化建屋の460Ｖ運

転予備用母線 

数 量 １ 系統 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

460Ｖ非常用母線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型代替直流電源設備の可搬型代

替低圧電源車及び可搬型整流器の接続

箇所は，共通要因によって接続できな

くなることを防止するため， 位置的

分散を図った複数箇所に設置する設計

とする。 

 

 

 

2.1 非常用交流電源設備 

（設計基準対象施設の記載のため中
略） 
非常用交流電源設備は，想定される

重大事故等時において，重大事故等対

処設備として使用できる設計とする。 

 

非常用交流電源設備のうち高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機は重大事

故等時に，高圧炉心スプレイ系及び計

装設備へ電力を供給できる設計とす

る。 

 

非常用交流電源設備は，設計基準事

故対処設備であるとともに，重大事故

等時においても使用するため，重大事

故等対処設備としての基本方針に示す

設計方針を適用する。ただし，多様性

及び独立性並びに位置的分散を考慮す

べき対象の設計基準事故対処設備はな

いことから，重大事故等対処設備の基

本方針のうち「5.1.2 多様性，位置的

分散等」に示す設計方針は適用しな

い。 

 

非常用交流電源設備のうち 2C·2D

非常用ディーゼル発電機は重大事故等

時に，ATWS 緩和設備（代替制御棒挿

入機能），ATWS 緩和設備（代替再循

環系ポンプトリップ機能），ほう酸水

注入系，過渡時自動減圧機能，残留熱

除去系（低圧注水系），残留熱除去系

（原子炉停止時冷却系），残留熱除去

系（格納容器スプレイ冷却系），残留

熱除去系（サプレッション·プール冷

却系），低圧炉心スプレイ系，残留熱

除去系海水系，中央制御室換気系，計

装設備及び原子炉建屋ガス処理系へ電

力を供給できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設におい

て、設計基準対象

施設の非常用の電

源設備を使用しな

いため。 
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（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

数 量 ２ 系統 

低レベル廃棄物処理建屋の460Ｖ運転予

備用母線 

数 量 １ 系統 

低レベル廃液処理建屋の460Ｖ運転予備

用母線 

数 量 １ 系統 

ハル・エンドピース貯蔵建屋の460Ｖ運

転予備用母線 

数 量 １ 系統 

ウラン脱硝建屋の460Ｖ運転予備用母線 

数 量 １ 系統 

６） 直流電源設備□3  

［常設重大事故等対処設備（設計基準対

象の施設と一部兼用）］ 

非常用電源建屋の第２非常用直流電源設

備 

数 量 ２ 系統 

ユーティリティ建屋の直流電源設備 

数 量 ２ 系統 

第２ユーティリティ建屋の直流電源設備 

数 量 １ 系統 

前処理建屋の第２非常用直流電源設備 

数 量 ２ 系統 

前処理建屋の直流電源設備 

数 量 １ 系統 

分離建屋の第２非常用直流電源設備 

数 量 ２ 系統 

精製建屋の第２非常用直流電源設備 

数 量 ２ 系統 

制御建屋の第２非常用直流電源設備 

数 量 ２ 系統 

制御建屋の直流電源設備 

数 量 １ 系統 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の第

２非常用直流電源設備 

数 量 ２ 系統 

高レベル廃液ガラス固化建屋の第２非常

用直流電源設備 

数 量 ２ 系統 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

第１非常用直流電源設備 

数 量 ２ 系統 

低レベル廃棄物処理建屋の直流電源設備 

数 量 １ 系統 

低レベル廃液処理建屋の直流電源設備 

数 量 １ 系統 

ハル・エンドピース貯蔵建屋の直流電源

設備 

数 量 １ 系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.14 補機駆動用燃料補給設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2257



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十六条 （電源設備）（38 / 46） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウラン脱硝建屋の直流電源設備 

数 量 １ 系統 

７） 計測制御用交流電源設備□3  

［常設重大事故等対処設備（設計基準対

象の施設と一部兼用）］ 

ユーティリティ建屋の計測制御用交流電

源設備 

数 量 １ 系統 

第２ユーティリティ建屋の計測制御用交

流電源設備 

数 量 １ 系統 

前処理建屋の非常用計測制御用交流電源

設備 

数 量 ２ 系統 

前処理建屋の計測制御用交流電源設備 

数 量 １ 系統 

分離建屋の非常用計測制御用交流電源設

備 

数 量 ２ 系統 

分離建屋の計測制御用交流電源設備 

数 量 １ 系統 

精製建屋の非常用計測制御用交流電源設

備 

数 量 ２ 系統 

精製建屋の計測制御用交流電源設備 

数 量 １ 系統 

制御建屋の非常用計測制御用交流電源設

備 

数 量 ２ 系統 

制御建屋の計測制御用交流電源設備 

数 量 ４ 系統 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の非

常用計測制御用交流電源 

設備 

数 量 ２ 系統 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の計

測制御用交流電源設備 

数 量 １ 系統 

高レベル廃液ガラス固化建屋の非常用計

測制御用交流電源設備 

数 量 ２ 系統 

高レベル廃液ガラス固化建屋の計測制御

用交流電源設備 

数 量 １ 系統 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

非常用計測制御用交流電 

源設備 

数 量 ２ 系統 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

計測制御用交流電源設備 

数 量 １ 系統 

9.14.1 概 要 

(１) 重大事故等対処設備の補機駆動用

燃料補給設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等時の対処に用いる可搬型

発電機へ燃料を補給するために使用す

る補機駆動用燃料補給設備として，常

設重大事故等対処設備の軽油貯槽を設

置し，可搬型重大事故等対処設備の軽

油用タンクローリを配備する。◇1  

 

軽油貯槽は，可搬型中型移送ポン

プ，可搬型中型移送ポンプ運搬車，大

型移送ポンプ車，ホース展張車，運搬

車，監視測定用運搬車，けん引車，ホ

イールローダ及び軽油用タンクローリ

に燃料を補給できる設計とする。◇1  

軽油貯槽の配置図を第9.14－１図に

示す。◇2  

軽油用タンクローリは，可搬型発電

機，可搬型空気圧縮機，可搬型中型移

送ポンプ及び大型移送ポンプ車に燃料

を補給できる設計とする。◇1  

 

補機駆動用燃料補給設備は，ＭＯＸ

燃料加工施設と共用する。◇1  

 

 

9.14.2 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18（１）

ａ．多様性，位置的分散」に示す。◇1  

ａ．常設重大事故等対処設備 

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽

は，第１非常用ディーゼル発電機の重

油タンク及び第２非常用ディーゼル発

電機の燃料油貯蔵タンクと共通要因に

よって同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，地下の異なる場所に

設置することで，第１非常用ディーゼ

ル発電機の重油タンク及び第２非常用

ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク
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7.1.1.11 補機駆動用燃料補給設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等時に重大事故等対処設備へ

補機駆動用の軽油を補給するための設備

として，補機駆動用燃料補給設備を設け

る設計とする。②-1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 補機駆動用燃料補給設備は，第１軽油

貯槽，第２軽油貯槽（以下「軽油貯槽」

という。）及び軽油用タンクローリで構

成する設計とする。②-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（リ．その他再処理設備の附属施設の構

造及び設備） 

(４)その他の主要な事項 

(ⅶ) 補機駆動用燃料補給設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，必要な電力を供給するために

「補機駆動用燃料補給設備」を設ける設

計とする。②-1 

 

 

重大事故等時に重大事故等対処設備へ

補機駆動用の軽油を補給するための設備

として，補機駆動用燃料補給設備を設置

及び保管する設計とする。②-4 

 

(ａ) 重大事故等対処設備の補機駆動用

燃料補給設備 

(イ) 補機駆動用燃料補給設備 

重大事故等の対処に用いる設備に対す

る補機駆動用の燃料を補給する設備は，

軽油貯槽及び軽油用タンクローリを使用

する。②-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に対して，独立性を有する設計とす

る。◇1  

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽

は，第１非常用ディーゼル発電機の重

油タンク及び第２非常用ディーゼル発

電機の燃料油貯蔵タンクと共通要因に

よって同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，外部保管エリアの地

下に設置することにより，第１非常用

ディーゼル発電機の重油タンク及び第

２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯

蔵タンクと位置的分散を図る設計とす

る。◇1  

なお，軽油貯槽は，第１非常用ディ

ーゼル発電機の重油タンク及び第２非

常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タ

ンクと異なる種類の燃料を貯蔵し，多

様性を図る。◇1  

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

補機駆動用燃料補給設備の軽油用タ

ンクローリは，第１非常用ディーゼル

発電機の重油タンク及び第２非常用デ

ィーゼル発電機の燃料油貯蔵タンクと

共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，他の設備

から独立して単独で使用することで，

第１非常用ディーゼル発電機の重油タ

ンク及び第２非常用ディーゼル発電機

の燃料油貯蔵タンクに対して独立性を

有する設計とする。◇1  

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油用タ

ンクローリは，第１非常用ディーゼル

発電機の重油タンク及び第２非常用デ

ィーゼル発電機の燃料油貯蔵タンクと

共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないように，故障時

バックアップを含めて必要な数量を，

第１非常用ディーゼル発電機の重油タ

ンク及び第２非常用ディーゼル発電機

の燃料油貯蔵タンクから100ｍ以上の離

隔距離を確保した複数の外部保管エリ

アの異なる場所に分散して保管するこ

とで位置的分散を図る。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

記載適正化 

【許可からの変更点】 

補機駆動用燃料補給設備

の構成設備を説明する文

章のため、具体的な設備

名を展開した記載に修

正。 

③（P1）から 
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a.軽油貯槽 

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽

は，常設重大事故等対処設備として設置

し，可搬型中型移送ポンプ，可搬型中型

移送ポンプ運搬車，大型移送ポンプ車，

ホース展張車，運搬車，監視測定用運搬

車，けん引車，ホイールローダ及び軽油

用タンクローリに燃料を補給できる設計

とする。②-7 

 

軽油貯槽は，想定する重大事故等への

対処に必要となる十分な容量を確保する

設計とする。②-3 

 

 

 

 

重大事故等の対処に用いる軽油貯槽

は，地下に設置し，第１非常用ディーゼ

ル発電機の重油タンク及び第２非常用デ

ィーゼル発電機の燃料油貯蔵タンクと共

通要因によって同時にその機能を損なわ

ないよう，第１非常用ディーゼル発電機

の重油タンク及び第２非常用ディーゼル

発電機の燃料油貯蔵タンクから離れた異

なる場所に設置することにより，独立性

を有し，位置的分散を図る設計とする。

②-2,②-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する軽油貯

槽は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施

設における重大事故等対処に同時に対処

することを考慮し，十分な容量を確保す

ることで，共用によって重大事故時の対

処に影響を及ぼさない設計とする。⑤-

13,⑤-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，想定する重大事故等への対処に

必要となる十分な容量を確保する設計と

する。②-3 

 

 

 

 

重大事故等の対処に用いる軽油貯槽

は，地下に設置し，第１非常用ディーゼ

ル発電機及び第２非常用ディーゼル発電

機の燃料油貯蔵タンクと共通要因によっ

て同時にその機能を損なわないよう，第

１非常用ディーゼル発電機の重油タンク

及び第２非常用ディーゼル発電機の燃料

油貯蔵タンクから離れた異なる場所に設

置することにより，独立性を有し，位置

的分散を図る設計とする。②-6 

 

補機駆動用燃料補給設備は，非常用所

内電源設備の燃料貯蔵設備から離れた屋

外に分散して保管することで，共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，

位置的分散を図る設計とする。②-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，軽油用タンクローリは，第１

非常用ディーゼル発電機及び第２非常

用ディーゼル発電機に用いる燃料と異

なる種類の燃料を運搬することで，多

様性を図る。④-26 

 

 (２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18（１）

ｂ．悪影響防止」に示す。◇1  

ａ．常設重大事故等対処設備 

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽

は，他の設備から独立して単独で使用

可能なことにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。◇1  

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

屋外に保管する補機駆動用燃料補給

設備の軽油用タンクローリは，竜巻に

より飛来物とならないよう必要に応じ

て固縛等の措置をとることで他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。◇1  

 

 (３) 個数及び容量等 

基本方針については，「1.7.18

（２） 個数及び容量等」に示す。◇1  

ａ．常設重大事故等対処設備 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する軽油

貯槽は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加

工施設における重大事故等に対処する

ために必要な燃料を確保するために必

要な容量約800ｍ３を１基あたり容量約

100ｍ３の軽油貯槽に第１軽油貯槽へ４

基，第２軽油貯槽へ４基有する設計と

するとともに，予備を含めた数量約660

ｍ３以上を有する設計とする。◇1  

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する軽油用

タンクローリは，再処理施設及びＭＯ

Ｘ燃料加工施設における重大事故等に

対処するために必要な燃料を確保する

ために必要な容量を有する設計とする

とともに，保有数は，必要数として４

台，予備として故障時及び保守点検に

よる待機除外時のバックアップを５台

の合計９台以上を確保する。◇1  

 

(４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18（３）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-26（P40 へ） 

 

 

 

 

②-7（P41 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-13（P41 から） 

⑤-19（P42 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

全交流電源喪失した際

に重大事故等の対処に

必要な燃料を確保する

ための設備を設ける基

本方針は、同様である

が、MOX 燃料加工施設

と共用して使用する方

針が異なるため。 

⑪（P5）から 

⑫（P5）から 
【許可からの変更点】 

対象設備の明確化 
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補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽

は，共通要因によって第１非常用ディー

ゼル発電機の重油タンク及び第２非常用

ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンクと

同時にその機能を損なわないよう，異な

る燃料とすることで多様性を有する設計

とする。④-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備の補機駆動用燃料

補給設備は，第１非常用ディーゼル発電

機の重油タンク及び第２非常用ディーゼ

ル発電機の燃料油貯蔵タンクと共通要因

によって同時にその機能を損なわないよ

う，異なる燃料とすることで多様性を有

する設計とする。④-21 

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽

は，常設重大事故等対処設備として設置

し，可搬型中型移送ポンプ，可搬型中型

移送ポンプ運搬車，大型移送ポンプ車，

ホース展張車，運搬車，監視測定用運搬

車，けん引車，ホイールローダ及び軽油

用タンクローリに燃料を補給できる設計

とする。②-7 

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油用タン

クローリは，可搬型重大事故等対処設備

として配備し，可搬型発電機，可搬型空

気圧縮機，可搬型中型移送ポンプ，大型

移送ポンプ車に燃料を補給できる設計と

する。②-8 

 

補機駆動用燃料補給設備は，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用する。ＭＯＸ燃料加工

施設と共用する補機駆動用燃料補給設備

は，ＭＯＸ燃料加工施設への燃料の補給

を考慮し，十分な容量を確保すること

で，共用によって重大事故時の対処に影

響を及ぼさない設計とする。⑤-13 

 

軽油貯槽及び軽油用タンクローリによ

り燃料を補給する設備を，「ロ．（７）

（ⅰ）（ｌ） 制御室等」，「ロ．

（７）（ⅰ）（ｐ） 監視設備」，

「ロ．（７）（ⅱ）（ｄ） 冷却機能の

喪失による蒸発乾固に対処するための設

備」，「ロ．（７）（ⅱ）（ｅ） 放射

線分解により発生する水素による爆発に

対処するための設備」，「ロ．（７）

（ⅱ）（ｇ） 使用済燃料貯蔵槽の冷却

等のための設備」，「ロ．（７）（ⅱ）

（ⅰ） 工場等外への放射性物質等の放

出を抑制するための設備」，「ロ．

（７）（ⅱ）（ｊ） 重大事故等への対

処に必要となる水の供給設備」，「ロ．

（７）（ⅱ）（ｌ） 計装設備」及び

「ロ．（７）（ⅱ）（ｒ） 緊急時対策

ａ．環境条件」に示す。◇1  

ａ．常設重大事故等対処設備 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる補機駆動用燃料補給設備の

軽油貯槽は，「1.7.18（５） 地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐

震設計」に基づく設計とすることでそ

の機能を損なわない設計とする。◇1  

 

 

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽

は，風（台風），竜巻，積雪及び火山

の影響に対して，風（台風）及び竜巻

による風荷重，積雪荷重及び降下火砕

物による積載荷重により機能を損なわ

ない設計とする。◇1  

 

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽

は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を

考慮し，影響を受けない高さへの設

置，被水防護及び被液防護をする設計

とする。◇1  

 

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽

は，配管の全周破断に対して，影響を

受けない外部保管エリアの地下に設置

することにより，漏えいした放射性物

質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶

媒等）により機能を損なわない設計と

する。◇1  

 

 

 

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる補機駆動用燃料補給設備の

軽油用タンクローリは，「1.7.18

（５） 地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計」に基づく設計

とすることでその機能を損なわない設

計とする。◇1  

 

屋外に保管する補機駆動用燃料補給

設備の軽油用タンクローリは，風（台

風）及び竜巻に対して，風（台風）及

び竜巻による風荷重を考慮し，当該設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-7（P40 へ） 

 

 

 

 

 

②-8（P44 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-13（P40 へ） 

⑤-26（P44 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

発電炉の設置許可及

び再処理施設の事業

許可における設計方

針の差異（当社は、

事業変更許可申請時

に 33 条重大事故等

対処設備の設計方針

を各 SA 設備条文に

展開し、記載してい

ることから当社特有

の記載としてい

る。） 
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補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽

は，共通要因によって第１非常用ディー

ゼル発電機の重油タンク及び第２非常用

ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンクと

同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，地下の異なる場所に設置するこ

とで，第１非常用ディーゼル発電機の重

油タンク及び第２非常用ディーゼル発電

機の燃料油貯蔵タンクに対して，独立性

を有する設計とする。④-22 

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽

は，共通要因によって第１非常用ディー

ゼル発電機の重油タンク及び第２非常用

ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンクと

同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，外部保管エリアの地下に設置す

ることにより，第１非常用ディーゼル発

電機の重油タンク及び第２非常用ディー

ゼル発電機の燃料油貯蔵タンクと位置的

分散を図る設計とする。④-23 

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽

は，他の設備から独立して単独で使用可

能なことにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。⑤-13 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する軽油貯

槽は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施

設における重大事故等に対処するために

必要な燃料を確保するため，予備を含め

た必要な容量を有する設計とする。⑥-12 

 

 

 

 

 

地震を要因とする重大事故等が発生し

た場合に対処に用いる補機駆動用燃料補

給設備の軽油貯槽は，第１章 共通項目

の「9.2 重大事故等対処設備」の「9.2.7 

地震を要因とする重大事故等に対する施設

の耐震設計」に基づく設計とすることで

その機能を損なわない設計とする。⑦-36 

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽

は，風（台風），竜巻，積雪及び火山の

影響に対して，風（台風）及び竜巻によ

る風荷重，積雪荷重及び降下火砕物によ

所」に示す。□4  

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽

は，第１非常用ディーゼル発電機の重油

タンク及び第２非常用ディーゼル発電機

の燃料油貯蔵タンクと共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，地下の異なる場所に設置するこ

とで，第１非常用ディーゼル発電機の重

油タンク及び第２非常用ディーゼル発電

機の燃料油貯蔵タンクに対して，独立性

を有する設計とする。④-22 

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽

は，第１非常用ディーゼル発電機の重油

タンク及び第２非常用ディーゼル発電機

の燃料油貯蔵タンクと共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，外部保管エリアの地下に設置す

ることにより，第１非常用ディーゼル発

電機の重油タンク及び第２非常用ディー

ゼル発電機の燃料油貯蔵タンクと位置的

分散を図る設計とする。④-23 

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽

は，他の設備から独立して単独で使用可

能なことにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。⑤-13 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する軽油貯

槽は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施

設における重大事故等に対処するために

必要な燃料を確保するために必要な容量

約800ｍ３を１基あたり容量約100ｍ３の

軽油貯槽に第１軽油貯槽へ４基，第２軽

油貯槽へ４基□2 有する設計とするととも

に，予備を含めた数量約660ｍ３以上□2 を

有する設計とする。⑤-19,⑥-12 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる補機駆動用燃料補給設備の軽油

貯槽は，「ロ．（７）（ⅱ）（ｂ）

（ホ） 地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計」に基づく設計と

することでその機能を損なわない設計と

する。⑦-36 

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽

は，風（台風），竜巻，積雪及び火山の

影響に対して，風（台風）及び竜巻によ

る風荷重，積雪荷重及び降下火砕物によ

備の転倒防止，固縛等の措置を講じて

保管する設計とする。◇1  

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油用タ

ンクローリは，溢水量及びを化学薬品

の漏えい量を考慮し，影響を受けない

高さへの保管，被水防護及び被液防護

をする設計とする。◇1  

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油用タ

ンクローリは，内部発生飛散物の影響

を考慮し，外部保管エリアの内部発生

飛散物の影響を受けない場所に保管す

ることにより，機能を損なわない設計

する。◇1  

 

屋外に保管する補機駆動用燃料補給

設備の軽油用タンクローリは，積雪及

び火山の影響に対して，積雪に対して

は除雪する手順を，火山の影響（降下

火砕物による積載荷重）に対しては除

灰する手順を整備する。◇5  

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油用タン

クローリは，配管の全周破断に対し

て，漏えいした放射性物質を含む腐食

性の液体（溶液，有機溶媒等）の影響

を受けない外部保管エリアに保管する

ことにより，機能を損なわない設計す

る。◇1  

 

 

 

 (５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18

（４）ａ．操作性の確保」に示す。◇1  

ａ．常設重大事故等対処設備 

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽

と軽油用タンクローリとの接続は，コ

ネクタ接続に統一することにより，速

やかに，容易かつ確実に現場での接続

が可能な設計とする。◇1  

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

補機駆動用燃料補給設備の軽油用タ

ンクローリは，容易かつ確実に接続で

き，かつ，複数の設備に使用すること

ができるよう，より簡便な接続方式を

用いる設計とする。◇1  

 

 

 

4.4 可搬型設備用軽油タンクから各

機器への給油 

 

可搬型代替低圧電源車及びタンクロー

リ（走行用の燃料タンク）は， 可搬

型設備用軽油タンクからタンクローリ

を用いて燃料を補給できる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

可搬型設備用軽油タンクは，軽油貯蔵

タンクと離れた屋外に設置すること

で，共通要因によって同時に機能を損

なわないよう，位置的分散を図る設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-19（P40 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

発電炉の設置許可及

び再処理施設の事業

許可における設計方

針の差異（当社は、

事業変更許可申請時

に 33 条重大事故等対

処設備の設計方針を

各 SA 設備条文に展開

し、記載しているこ

とから当社特有の記

載としている。） 

⑰（P44）へ 
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る積載荷重により重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。⑦-

37 

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽

は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考

慮し，影響を受けない高さへの設置，被

水防護及び被液防護を行うことにより，

重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。⑦-38 

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽

は，配管の全周破断に対して，影響を受

けない外部保管エリアの地下に設置する

ことにより，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）に

より重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。⑦-39 

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽と

軽油用タンクローリとの接続は，コネク

タ接続に統一することにより，速やか

に，容易かつ確実に現場での接続が可能

な設計とする。⑧-9 

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽

は，通常時において，重大事故等への対

処に必要な機能を確認するため，外観の

確認等が可能な設計とする。⑨-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る積載荷重により機能を損なわない設計

とする。⑦-37 

 

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽

は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考

慮し，影響を受けない高さへの設置，被

水防護及び被液防護する設計とする。⑦

-38 

 

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽

は，配管の全周破断に対して，影響を受

けない外部保管エリアの地下に設置する

ことにより，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）に

より機能を損なわない設計とする。⑦-

39 

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽と

軽油用タンクローリとの接続は，コネク

タ接続に統一することにより，速やか

に，容易かつ確実に現場での接続が可能

な設計とする。⑧-9 

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽

は，再処理施設の運転中又は停止中に外

観の確認等が可能な設計とする。⑨-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.14.3 主要設備の仕様 

補機駆動用燃料補給設備の主要設備

の仕様を第9.14－１表に示す。◇3  

 

9.14.4 系統構成 

重大事故等時の対処に用いる可搬型

発電機へ燃料を補給するために使用す

る補機駆動用燃料補給設備として，常

設重大事故等対処設備の軽油貯槽を設

置し，可搬型重大事故等対処設備の軽

油用タンクローリを配備する。◇1  

 

軽油貯槽は，可搬型中型移送ポン

プ，中型移送ポンプ運搬車，大型移送

ポンプ車，ホース展張車，運搬車，監

視測定用運搬車，けん引車，ホイール

ローダ及び軽油用タンクローリに燃料

を補給できる設計とする。◇1  

 

軽油用タンクローリは，可搬型発電

機，可搬型空気圧縮機，可搬型中型移

送ポンプ及び大型移送ポンプ車に燃料

を補給できる設計とする。◇1  

 

補機駆動用燃料補給設備の系統概要

図を第9.14－２図に示す。◇2  

 

9.14.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18

（４）ｂ．試験・検査性」に示す。◇1  

ａ．常設重大事故等対処設備 

補機駆動用燃料補給設備のうち軽油

貯槽は，再処理施設の運転中又は停止

中に外観の確認等が可能な設計とす

る。◇1  

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

補機駆動用燃料補給設備のうち軽油

用タンクローリは，再処理施設の運転

中又は停止中に外観点検，性能確認等

が可能な設計とする。◇1  

また，軽油用タンクローリは，車両

として運転状態の確認及び外観の確認

が可能な設計とする。◇1  

 

第9.14－１表 補機駆動用燃料補給設備

の設備仕様◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説 

「外観の確認等」と

は，外観点検，性能確

認等の対処するために

必要な機能の確認方法

の総称として示した記

載であることから許可

の記載を用いた。 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

発電炉の設置許可及び

再処理施設の事業許可

における設計方針の差

異（当社は、事業変更

許可申請時に 33 条重

大事故等対処設備の設

計方針を各 SA 設備条

文に展開し、記載して

いることから当社特有

の記載としている。） 
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b.軽油用タンクローリ 

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油用タン

クローリは，可搬型重大事故等対処設備

として配備し，可搬型発電機，可搬型空

気圧縮機，可搬型中型移送ポンプ，大型

移送ポンプ車に燃料を補給できる設計と

する。②-8 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する軽油用

タンクローリは，ＭＯＸ燃料加工施設へ

の燃料の補給を考慮し，十分な容量を確

保することで，共用によって重大事故時

の対処に影響を及ぼさない設計とする。

⑤-20,⑤-26 

 

軽油用タンクローリは，第１非常用デ

ィーゼル発電機及び第２非常用ディーゼ

ル発電機に用いる燃料と異なる種類の燃

料を運搬することで，多様性を図る設計

とする。④-26 

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油用タン

クローリは，共通要因によって第１非常

用ディーゼル発電機の重油タンク及び第

２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵

タンクと同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，他の設備から独立して

単独で使用することで，第１非常用ディ

ーゼル発電機の重油タンク及び第２非常

用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク

に対して独立性を有する設計とする。④-

24 

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油用タン

クローリは，共通要因によって第１非常

用ディーゼル発電機の重油タンク及び第

２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵

タンクと同時にその機能が損なわれるお

それがないように，故障時のバックアッ

プを含めて必要な数量を，第１非常用デ

ィーゼル発電機の重油タンク及び第２非

常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タン

クから100ｍ以上の離隔距離を確保した複

数の外部保管エリアに分散して保管する

ことで位置的分散を図る設計とする。④-

25 

 

屋外に保管する補機駆動用燃料補給設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油用タン

クローリは，第１非常用ディーゼル発電

機の重油タン及び第２非常用ディーゼル

発電機の燃料油貯蔵タンクと共通要因に

よって同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，他の設備から独立して単

独で使用することで，第１非常用ディー

ゼル発電機の重油タンク及び第２非常用

ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンクに

対して独立性を有する設計とする。④-

24 

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油用タンク

ローリは，第１非常用ディーゼル発電機

の重油タンク及び第２非常用ディーゼル

発電機の燃料油貯蔵タンクと共通要因に

よって同時にその機能が損なわれるおそ

れがないように，故障時バックアップを

含めて必要な数量を，第１非常用ディー

ゼル発電機の重油タンク及び第２非常用

ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンクか

ら100ｍ以上の離隔距離を確保した複数

の外部保管エリアに分散して保管するこ

とで位置的分散を図る。④-25 

 

 

屋外に保管する補機駆動用燃料補給設

 

 

 

 

可搬型代替低圧電源車及びタンクロー

リ（走行用の燃料タンク）は， 可搬

型設備用軽油タンクからタンクローリ

を用いて燃料を補給できる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料給油設備のタンクローリは， 

屋内（常設代替高圧電源装置置場）の

2C·2D 非常用ディーゼル発電機燃料移

送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機燃料移送ポンプから離れ

た屋外に保管することで， 屋内（常

設代替高圧電源装置置場） の 2C·2D 

非常用ディーゼル発電機燃料移送ポン

プ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機燃料移送ポンプと共通要因によ

って同時に機能を損なわないよう，位

置的分散を図る設計とする。なお，予

備のタンクローリについては，上記タ

ンクローリと異なる場所に保管する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

②-8（P41 から） 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-20（P45 から） 

⑤-26（P41 から） 

 

 

 

④-26（P40 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

記載の適正化 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

発電炉の設置許可及び

再処理施設の事業許可

における設計方針の差

異（当社は、事業変更

許可申請時に 33 条重

大事故等対処設備の設

計方針を各 SA 設備条

文に展開し、記載して

いることから当社特有

の記載としている。） 

⑰（P42）から 
（当社の記載） 

<不一致の理由> 

全交流電源喪失した際

に重大事故等の対処に

必要な燃料を確保する

ための設備を設ける基

本方針は、同様である

が、MOX 燃料加工施設

と共用して使用する方

針が異なるため。 

【許可からの変更点】 

第 36 条（重大事故等対

処設備）のうち、第 46

条電源設備にて考慮すべ

き事項を各設備の用途、

設置場所、設置環境等に

合わせて具体的に展開す

るため、添付より引用。 
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備の軽油用タンクローリは，竜巻により

飛来物とならないよう必要に応じて固縛

等の措置をとることで他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。⑤-14 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する軽油用

タンクローリは，再処理施設及びＭＯＸ

燃料加工施設における重大事故等に対処

するために必要な燃料を確保するために

必要な容量を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数並びに予備として

故障時及び点検保守による待機除外時の

バックアップを含め必要な台数を確保す

る設計とする。⑥-13 

 

 

 

地震を要因とする重大事故等が発生し

た場合に対処に用いる補機駆動用燃料補

給設備の軽油用タンクローリは，第１章 

共通項目の「9.2 重大事故等対処設備」

の「9.2.7 地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計」に基づく設計とす

ることでその機能を損なわない設計とす

る。⑦-40 

 

屋外に保管する補機駆動用燃料補給設

備の軽油用タンクローリは，風（台風）

及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻

による風荷重を考慮し，当該設備の転倒

防止，固縛等の措置を講じて保管する設

計とする。⑦-41 

 

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油用タン

クローリは，溢水量及び化学薬品の漏え

い量を考慮し，影響を受けない高さへの

保管，被水防護及び被液防護を行うこと

により，重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。⑦-42 

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油用タン

クローリは，内部発生飛散物の影響を考

慮し，外部保管エリアの内部発生飛散物

の影響を受けない場所に保管することに

より，重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。⑦-43 

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油用タン

クローリは，配管の全周破断に対して，

漏えいした放射性物質を含む腐食性の液

備の軽油用タンクローリは，竜巻により

飛来物とならないよう必要に応じて固縛

等の措置をとることで他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。⑤-14 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する軽油用

タンクローリは，再処理施設及びＭＯＸ

燃料加工施設における重大事故等に対処

するために必要な燃料を確保するために

必要な容量を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数として４台，□2 予

備として故障時及び保守点検による待機

除外時のバックアップを５台の合計９台

以上を確保する。⑤-20,⑥-13 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる補機駆動用燃料補給設備の軽油

用タンクローリは，「ロ．（７）（ⅱ）

（ｂ）（ホ） 地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく

設計とすることでその機能を損なわない

設計とする。⑦-40 

 

 

補機駆動用燃料補給設備の屋外に保管

する軽油用タンクローリは，風（台風）

及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻

による風荷重を考慮し，当該設備の転倒

防止，固縛等の措置を講じて保管する設

計とする。⑦-41 

 

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油用タン

クローリは，溢水量及びを化学薬品の漏

えい量を考慮し，影響を受けない高さへ

の保管，被水防護及び被液防護をする設

計とする。⑦-42 

 

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油用タン

クローリは，内部発生飛散物の影響を考

慮し，外部保管エリアの内部発生飛散物

の影響を受けない場所に保管することに

より，機能を損なわない設計とする。⑦

-43 

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油用タン

クローリは，配管の全周破断に対して，

漏えいした放射性物質を含む腐食性の液

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-20（P44 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

発電炉の設置許可及び

再処理施設の事業許可

における設計方針の差

異（当社は、事業変更

許可申請時に 33 条重

大事故等対処設備の設

計方針を各 SA 設備条

文に展開し、記載して

いることから当社特有

の記載としている。） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十六条 （電源設備）（46 / 46） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体（溶液，有機溶媒等）の影響を受けな

い外部保管エリアに保管することによ

り，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。⑦-44 

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油用タン

クローリは，容易かつ確実に接続でき，

かつ，複数の設備に使用することができ

るよう，より簡便な接続方式を用いる設

計とする。⑧-10 

 

補機駆動用燃料補給設備のうち軽油用

タンクローリは，通常時において，重大

事故等への対処に必要な機能を確認する

ため，外観点検，性能確認等が可能な設

計とする。また，軽油用タンクローリ

は，車両として運転状態の確認及び外観

の確認が可能な設計とする。⑨-10 

体（溶液，有機溶媒等）の影響を受けな

い外部保管エリアに保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。⑦-

44 

 

補機駆動用燃料補給設備の軽油用タン

クローリは，容易かつ確実に接続でき，

かつ，複数の設備に使用することができ

るよう，より簡便な接続方式を用いる設

計とする。⑧-10 

 

補機駆動用燃料補給設備のうち軽油用

タンクローリは，再処理施設の運転中又

は停止中に外観点検，性能確認等が可能

な設計とする。また，軽油用タンクロー

リは，車両として運転状態の確認及び外

観の確認が可能な設計とする。⑨-10 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

［常設重大事故等対処設備］  

第１軽油貯槽（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）□2  

基 数 ４ 基 

容 量 約 100 ｍ３／基 

第２軽油貯槽（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）□2  

基 数 ４ 基 

容 量 約 100 ｍ３／基 

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

軽油用タンクローリ（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用）□2  

台 数 ９ 台（予備として故障時及び 

待機除外時のバックアッ 

プを５台） 

容 量 約４ ｋＬ／台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 軽油貯蔵タンクから常設代替高

圧電源装置への給油 

常設代替高圧電源装置は，軽油貯蔵タ

ンクから常設代替高圧電源装置燃料移

送ポンプを用いて燃料を補給できる設

計とする。 

 

燃料給油設備の常設代替高圧電源装置

燃料移送ポンプは，屋内（常設代替高

圧電源装置置場）の非常用交流電源設

備 2C 系，2D 系及び HPCS 系と異な

る区画に設置することで，屋内（常設

代替高圧電源装置置場）の 2C·2D 非

常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機燃料移送ポンプと共通要因によっ

て同時に機能を損なわないよう位置的

分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

全交流電源喪失し

た際に重大事故等

の対処に必要な電

力を確保するため

に必要な設備を配

備する基本方針

は、同様である

が、再処理施設に

は常設代替高圧電

源装置がないた

め。 

【「等」の解説 

「性能確認等」とは，

外観点検，性能確認等

の対処するために必要

な機能の確認方法の総

称として示した記載で

あることから許可の記

載を用いた。 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第四十六条（電源設備） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

① 

全交流動力電源喪失を要因と

して発生する重大事故等の対

処に必要な電源の確保に関す

る設計 

技術基準の要求事項を受けている

内容 
１項 － b,c,d,e 

② 
補機駆動用燃料補給設備に関

する設計 

技術基準の要求事項を受けている

内容 
１項 － 

a,b,c,d,

e 

③ 

全交流動力電源喪失を要因と

せずに発生する重大事故等に

対処するための電源の確保 

事業許可変更申請書の要求を受け

ている内容 
－ － b,c,d,e 

④ 共通要因故障に対する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 46 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条２項１号） 

（36 条３項２号） 

（36 条３項４号） 

（36 条３項６号） 

－ c 

⑤ 悪影響防止に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 46 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項６号） 
－ c 

⑥ 個数及び容量に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 46 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項１号） 
－ b,d 

⑦ 環境条件等に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 46 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項２号） 

（36 条１項７号） 

（36 条３項３号） 

（36 条３項４号） 

－ c 

⑧ 操作性の確保に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 46 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項３号） 

（36 条１項５号） 

（36 条３項１号） 

－ c 

⑨ 試験・検査に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 46 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項４号） 
－ c 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

別紙１② 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

⑩ 
可搬型発電機の運搬に関する

事項 

可搬型発電機の運搬に関する設計

方針として記載する 
－ － － 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  
事業所内恒設蓄電式直流電源

設備の設置に関する方針 

事業所内恒設蓄電式直流電源設備は設けない設計とする

記載であり，乾電池及び充電池を使用し対処する基本設

計については 47 条「計装設備」で示すため，記載しない。 

－ 

□2  設備仕様 仕様表にて記載する。 d,e,f 

□3  添付書類記載事項 
設工認申請書添付書類に記載する事項のため，記載しな

い。 
d 

□4  他条文記載事項 
燃料を使用する設備の詳細は，設備を所有する条文にて

説明するため，記載しない。 
－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
事業許可申請書本文（設計方針）と内容が重複している

ため，記載しない。 
－ 

◇2  系統概要 図表を参照するための記載のため，記載しない。 e 

◇3  添付書類記載事項 
設工認申請書添付書類に記載する事項のため，記載しな

い。 
d 

◇4  設備仕様 仕様表にて記載する。 d,e,f 

◇5  
保安規定（除雪及び除灰）に関

する運用 

保安規定（除雪及び除灰）に関する事項は第 36 条「重大

事故等対処設備」にて明確にするため，記載しない 。 
－ 

◇6  
事業所内恒設蓄電式直流電源

設備の設置に関する方針 

事業所内恒設蓄電式直流電源設備は設けない設計とする

記載であり，乾電池及び充電池を使用し対処する記載は

47 条「計装設備」で説明するため，記載しない。 

－ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅴ 強度及び耐食性に関する説明書 

b Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

c 
Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関

する説明書 

d Ⅵ-1-8-1 電気設備に関する説明書 

e 

Ⅵ-2-3 系統図 

Ⅵ-2-4 配置図 

Ⅵ-2-5 構造図 

f 仕様表(設計条件及び仕様) 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十七条 （計装設備）（1 / 111） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（計装設備） 

第四十七条 再処理施設に

は、重大事故等が発生し、計

測機器（非常用のものを含

む。）の直流電源の喪失その

他故障により当該重大事故等

に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを計測

することが困難となった場合

において当該パラメータを推

定するために有効な情報を把

握できる設備が設けられてい

なければならない。① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 個別項目 

4.計測制御系統施設 

4.1 計測制御設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ロ．再処理施設の一般構造 

(ｌ) 計装設備 

 

 

 

計装設備は，重大事故等が発生した

場合において，重大事故等に対処する

ために監視することが必要なパラメー

タを計測できる設計とする。①-1-1 

計装設備は，重大事故等が発生し，

計測機器（非常用のものを含む。）の

直流電源の喪失その他の故障により重

大事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを計測すること

が困難となった場合において，当該パ

ラメータを推定するために有効な情報

を把握できる設計とする。①-2-1 

 

 

 

 

計装設備は，再処理施設への故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムが発生した場合においても必要な

情報を把握できる設計とする。②-1-1 

また，当該設備は，共通要因によっ

て制御室と同時にその機能が損なわれ

るおそれのない設計とする。③-1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 再処理施設に関する「再処理施設

の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則」への適合性 

1.9.1 概  要 

1.9.43 計装設備 

（計装設備） 

第四十三条 再処理施設には、重大事故

等が発生し、計測機器（非常用のも

のを含む。）の直流電源の喪失その

他の故障により当該重大事故等に対

処するために監視することが必要な

パラメータを計測することが困難と

なった場合において当該パラメータ

を推定するために有効な情報を把握

できる設備を設けなければならな

い。 

２ 再処理施設には、再処理施設への故

意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムが発生した場合において

も必要な情報を把握できる設備を設

けなければならない。 

３ 前項の設備は、共通要因によって制

御室と同時にその機能が損なわれな

いものでなければならない。 

（解釈） 

第４３条（計装設備） 

１ 第１項に規定する「直流電源の喪

失」とは、設計基準の要求により措

置されている保安電源設備の直流電

源を喪失することをいう。 

２ 第１項に規定する「パラメータを推

定するために有効な情報を把握でき

る」とは、テスターと換算表を用い

て必要な計測を行うこと等をいう。 

３ 第２項に規定する「必要な情報を把

握できる」とは、発生する事故の特

徴から、作業可能な状態が比較的長

時間確保できる可能性がある場合に

は、施設の遠隔操作に代えて、緊急

時のモニタや施設制御を現場におい

て行うことを含むものとする。 

４ 第３項に規定する「共通要因によっ

て制御室と同時にその機能が損なわ

れない」とは、第４６条に規定する

「緊急時対策所」に、「必要な情報

を把握できる設備」を備えることに

より制御室と同時に機能を喪失しな

いことをいう。 

 

 適合のための設計方針 

第１項について 

第２章 個別項目 

計測制御系統施設 

2.1 計測装置等 

2.1.1 通常運転時，運転時の異常な

過渡変化時及び重大事故等時における計

測 

（（設計基準対処施設の記載について
は，第２０条にて展開するため，省略す
る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-1-1（P4 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

①-2-1（P4 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

②-1-1（P37 へ） 

 

 

③-1-1（P37 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 
下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

紫字：ＤＢ設備に関する記載（比較対象外箇所） 

  ：発電炉との差異の理由    ：許可からの変更点等  

⑫(P4)へ 

⑬(P37)へ 
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計装設備は，重大事故等が発生し

た場合において，重大事故等に対処

するために監視することが必要なパ

ラメータを計測できる設計とする。

◇1  

計装設備は，重大事故等が発生

し，計測機器（非常用のものを含

む。）の直流電源の喪失その他の故

障により重大事故等に対処するため

に監視することが必要なパラメータ

を計測することが困難となった場合

において，当該パラメータを推定す

るために有効な情報を把握できる設

計とする。◇1  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータ及び当

該パラメータを推定するために有効

な情報を把握するための設備とし

て，パラメータを計測するために必

要な設備を重大事故等対処設備とし

て設置又は配備する。また，重大事

故等に対処するために監視すること

が必要なパラメータ及び当該パラメ

ータを推定するために有効な情報を

把握するための設備のうち，設計基

準対象の施設と兼用する設備は，重

大事故等対処設備として位置付け

る。◇1  

第２項について 

再処理施設には，再処理施設への

故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムが発生した場合におい

て，制御室及び緊急時対策所におい

て必要な情報を把握するために，重

大事故等に対処するために監視する

ことが必要なパラメータ及び当該パ

ラメータを推定するために有効な情

報を把握するための設備及び再処理

施設への故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムが発生した場

合において必要な情報を把握し記録

する設備を設ける設計とする。◇1  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータ及び当

該パラメータを推定するために有効

な情報を把握するための設備は，再

処理施設への故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムが発生し

た場合においても当該事象に対処す

るために把握することが必要なパラ

メータを計測する設計とする。◇1  
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再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発

生した場合において必要な情報を把

握し記録する設備は，「6.2.5. 

4.1(１) 計測制御装置」，

「6.2.5.4.2(１) 計測制御装置」

を兼用する設計とする。◇1  

第３項について 

再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発

生した場合において必要な情報を把

握し記録する設備は，「9.16 緊急

時対策所」に，「必要な情報を把握

できる設備」を設置するとともに，

「6.2.5.4.1(１) 計測制御装

置」，「6.2.5.4.2(１) 計測制御

装置」により制御室及び緊急時対策

所へ必要な情報を伝送し，かつ，監

視及び記録することにより，共通要

因によって制御室と同時に必要な情

報を把握する機能が損なわれない設

計とする。◇1  
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計測制御設備は，重大事故等が発生

した場合において，重大事故等に対処

するために監視することが必要なパラ

メータを計測できる設計とする。①-

1,1-1 

 

計測制御設備は，重大事故等が発生

し，計測機器（非常用のものを含

む。）の直流電源の喪失その他の故障

により当該重大事故等に対処するため

に監視することが必要なパラメータを

計測することが困難となった場合にお

いて，再処理施設における重大事故等

の事象進展速度や重大事故等に対処す

るための時間的余裕の観点を考慮し，

当該パラメータを推定するために有効

な情報を把握できる設計とする。①-

2,2-1 

 

直流電源の喪失その他の故障とし

て，再処理施設のパラメータを計測す

る機器の多くが交流電源により給電す

る設計としていることから，必要なパ

ラメータを計測することが困難となる

条件として全交流動力電源の喪失を想

定し，また，計測機器の故障（計装導

圧配管及び温度計ガイド管（以下「計

装配管」という。）が損傷した場合を

含む。）及び計測範囲の超過を想定す

る。①-3 

 

 

 

 

計装設備は，重大事故等が発生した

場合において，重大事故等に対処する

ために監視することが必要なパラメー

タを計測できる設計とする。①-1-1 

計装設備は，重大事故等が発生し，

計測機器（非常用のものを含む。）の

直流電源の喪失その他の故障により重

大事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを計測すること

が困難となった場合において，当該パ

ラメータを推定するために有効な情報

を把握できる設計とする。①-2-1 

 

 

ヘ．計測制御系統施設の設備 

(ⅱ) 重大事故等対処設備 

(ａ) 計装設備 

計装設備は，重大事故等が発生した

場合において，重大事故等に対処する

ために監視することが必要なパラメー

タを計測できる設計とする。①-1 

 

 

計装設備は，重大事故等が発生し，

計測機器（非常用のものを含む。）の

直流電源の喪失その他の故障により当

該重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを計測する

ことが困難となった場合において，再

処理施設における重大事故等の事象進

展速度や重大事故等に対処するための

時間的余裕の観点を考慮し，当該パラ

メータを推定するために有効な情報を

把握できる設計とする。①-2 

 

 

直流電源の喪失その他の故障とし

て，再処理施設のパラメータを計測す

る機器の多くが交流電源により給電す

る設計としていることから，必要なパ

ラメータを計測することが困難となる

条件として全交流動力電源の喪失を想

定し，また，計測機器の故障（計装導

圧配管及び温度計ガイド管（以下「計

装配管」という。）が損傷した場合を

含む。）及び計測範囲の超過を想定す

る。①-3 

 

 

6.2 重大事故等対処設備 

6.2.1 計装設備 

6.2.1.1 概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備は，重大事故等が発生し

た場合において，重大事故等に対処

するために監視することが必要なパ

ラメータを計測できる設計とする。

◇1  

 

計装設備は，重大事故等が発生し

た場合において，計測機器（非常用

のものを含む。）の直流電源の喪失

その他の故障により重大事故等に対

処するために監視することが必要な

パラメータを計測することが困難と

なった場合において，再処理施設に

おける重大事故等の事象進展速度や

重大事故等に対処するための時間的

余裕の観点を考慮し，当該パラメー

タを推定するために有効な情報を把

握できる設計とする。◇1  

 

直流電源の喪失その他の故障とし

て，再処理施設のパラメータを計測

する機器の多くが交流電源により給

電する設計としていることから，必

要なパラメータを計測することが困

難となる条件として全交流動力電源

の喪失を想定し，また，計測機器の

故障（計装導圧配管及び温度計ガイ

ド管（以下「計装配管」という。）

が損傷した場合を含む。）及び計測

範囲の超過を想定する。◇1  

 

 

 

 

 

重大事故等が発生し，当該重大事故等

に対処するために監視することが必要な

パラメータとして，原子炉圧力容器内の

温度，圧力及び水位，原子炉圧力容器及

び原子炉格納容器への注水量，原子炉格

納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度

及び酸素濃度，原子炉建屋原子炉棟内の

水素濃度並びに未臨界の維持又は監視，

終ヒートシンクの確保，格納容器バイ

パスの監視，水源の確保に必要なパラメ

ータを計測する装置を設ける設計とす

る。 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

重大事故等が発生し，当該重大事故等

に対処するために監視することが必要な

パラメータとして，使用済燃料プールの

監視に必要なパラメータを計測する装置

を設ける設計とする。 

 

重大事故等が発生し，計測機器（非常

用のものを含む。）の故障により，当該

重大事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを計測することが

困難となった場合において，当該パラメ

ータを推定するために必要なパラメータ

を計測する設備を設置又は保管する設計

とする。 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

重大事故等が発生し，計測機器（非常

用のものを含む。）の故障により，当該

重大事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを計測することが

困難となった場合において，当該パラメ

ータを推定するために必要なパラメータ

を計測する設備を設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-1-1（P1 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-2-1（P1 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①(P23)から 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともに重大

事故等が発生した場合におい

て，重大事故等に対処するため

に監視することが必要なパラメ

ータを計測する方針は同様であ

るが，再処理施設では個別パラ

メータが多数あり，全てを記載

すると煩雑になるため,基本設計

方針に記載せず，仕様表及び添

付書類の説明書で示す。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は技術基準規

則及び事業変更許可の記

載を踏襲し，直流電源の

喪失その他の故障を想定

する条件について記載し

た。 

【「等」の解説 】 

「重大事故等」について

は事業指定基準規則の表

記に基づく用語として許

可の記載のとおりとし

た。（以下同じ） 

②(P23)から 

⑫(P1)から 

【許可からの変更点】 
設工認目次構成により、記載

を適正化した。 

（以下同じ） 

2273



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十七条 （計装設備）（5 / 111） 
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   また，再処理施設への故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムが発生した場合において，中央制

御室及び緊急時対策所で必要な情報

を把握するために，重大事故等に対

処するために監視することが必要な

パラメータを把握する設備を使用す

るとともに，「6.2.5.4.1(１) i) 

情報把握計装設備」，

「6.2.5.4.2(１) i) 情報把握計装

設備」，「9.16.2.4(２) e. 緊急

時対策建屋情報把握設備」を再処理

施設への故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムが発生した場

合において必要な情報を把握し記録

する設備として兼用する設計とす

る。◇1  

計装設備は，重大事故等に対処す

るために監視することが必要なパラ

メータを把握する設備及び再処理施

設への故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムが発生した場合

において必要な情報を把握し記録す

る設備で構成する。◇4  

   重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備は，重大事故等に対処する

ために監視することが必要なパラメ

ータ及び当該パラメータを推定する

ために有効な情報を把握するための

設備であり，臨界事故の拡大を防止

するために必要な計装設備，冷却機

能の喪失による蒸発乾固に対処する

ために必要な計装設備，放射線分解

により発生する水素による爆発に対

処するために必要な計装設備，有機

溶媒等による火災又は爆発に対処す

るために必要な計装設備，使用済燃

料貯蔵槽の冷却等のために必要な計

装設備，工場等外への放射性物質等

の放出を抑制するために必要な計装

設備及び重大事故等への対処に必要

となる水の供給に必要な計装設備で

構成する。◇4  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備の一部は，ＭＯＸ燃料加工

施設と共用する。◇1  

主要パラメータを計測する設備の

計測概要図を第 6.2.1－１図，第

6.2.1－２図，第 6.2.1－３図及び第

重大事故等に対処するために監視する

ことが必要なパラメータは，炉心損傷防

止対策及び格納容器破損防止対策等を成

功させるために必要な発電用原子炉施設

の状態を把握するためのパラメータと

し，計測する装置は「表 1 計測制御系

統施設の主要設備リスト」の「計測装

置」に示す重大事故等対処設備の他，フ

ィルタ装置水位（個数 2，計測範囲 180

～5500 mm），フィルタ装置圧力（個数

1，計測範囲 0～1 MPa），フィルタ装置

スクラビング水温度（個数 1，計測範囲

0～300 ℃），フィルタ装置入口水素濃

度（個数 2，計測範囲 0～100 ％），残

留熱除去系海水系系統流量（個数 2，計

測範囲 0～550 L/s），緊急用海水系流

量（残留熱除去系熱交換器）（個数 1，

計測範囲 0～800 m3/h），緊急用海水系

流量（残留熱除去系補機）（個数 1，計

測範囲 0～50 m3/h），常設高圧代替注

水系ポンプ吐出圧力（個数 1，計測範囲

0～10 MPa），常設低圧代替注水系ポン

プ吐出圧力（個数 2，計測範囲 0～5 

MPa），代替循環冷却系ポンプ吐出圧力

（個数 2，計測範囲 0～5 MPa），原子炉

隔離時冷却系ポンプ吐出圧力（個数 1，

計測範囲 0～10 MPa），高圧炉心スプレ

イ系ポンプ吐出圧力（個数 1，計測範囲

0～10 MPa），残留熱除去系ポンプ吐出

圧力（個数 3，計測範囲 0～4 MPa），低

圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力（個数

1，計測範囲 0～4 MPa），静的触媒式水

素再結合器動作監視装置（個数 4，計測

範囲 0～300 ℃）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③(P21)へ 
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計測制御設備は，重大事故等が発生

した場合において，重大事故等に対処

するために監視することが必要なパラ

メータを計測する設備として，常設重

要計器，常設重要代替計器，可搬型重

要計器，可搬型重要代替計器及び第 2

章 個別項目の「1.2.1 使用済燃料の

貯蔵施設」の「1.2.1.10 監視設備」

に用いる一部のパラメータの監視及び

可搬型重要計器の冷却に必要な可搬型

計測ユニット，可搬型監視ユニット，

可搬型空冷ユニット，可搬型計測ユニ

ット用空気圧縮機，けん引車で構成

し，必要なパラメータを計測する設計

とする。①-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備は，重大事故等が発生した

場合において，重大事故等に対処する

ために監視することが必要なパラメー

タを計測する設備として，常設重要計

器，常設重要代替計器，可搬型重要計

器，可搬型重要代替計器及び第５表の

うち「1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等

のための手順等」に用いる一部のパラ

メータの監視及び可搬型重要計器の冷

却に必要な可搬型計測ユニット，可搬

型監視ユニット，可搬型空冷ユニッ

ト，可搬型計測ユニット用空気圧縮

機，けん引車で構成する。①-4 

 

可搬型重要計器の一部は，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用する。⑤-1 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬

型重要計器は，再処理施設及びＭＯＸ

燃料加工施設における重大事故等対処

に同時に対処することを考慮し，対処

に必要となる計測範囲及び個数を確保

することで，共用によって重大事故等

時の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。⑤-2,⑥-1 

 

重大事故等が発生した場合，当該パ

ラメータは「ヘ．(４)(ⅰ)(ａ)計測制

御装置」の情報把握計装設備，監視制

御盤及び安全系監視制御盤を監視並び

に記録する設備として兼用する設計と

する。②-3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1－４図に示す。◇5  

   再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発

生した場合において必要な情報を把

握し記録する設備は，重大事故等に

対処するために監視することが必要

なパラメータを把握する設備，

「6.2.5.4.1(１) 計測制御装置」，

「6.2.5.4.2(１) 計測制御装置」及

び「9.16.2.4(２) e. 緊急時対策

建屋情報把握設備」で構成する。◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-1（P14 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-2（P14 へ） 

⑥-1（P14 へ） 

 

 

 

 

 

②-3-1（P38 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，設備

構成を明確にした。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「必要なパ

ラメータを計測する設計とする」

に修正。 

【許可からの変更点】 

「1.5 使用済燃料貯蔵槽

の冷却等のための手順等」

については，事業変更許可

申請書の表記のため，設工

認として記載を適正化し

た。 

⑭(P14，38)へ 

【許可からの変更点】 

設工認の設計方針として記

載を適正化した。 

（以下同じ） 
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4.1.1 パラメータの選定方針 

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータ及び当該パ

ラメータを推定するために有効な情報

は，パラメータの重要性や計測に当た

っての優先順位の明確化の観点から，

以下の通り分類する。①-5 

 

再処理施設の状態を監視するパラメ

ータのうち，当該重大事故等に対処す

るために監視することが必要なパラメ

ータ及び当該パラメータを推定するた

めに有効な情報は，重大事故等の対策

における各作業手順に用いるパラメー

タ及び重大事故等に対する対策の有効

性評価に用いるパラメータから抽出す

る（以下「抽出パラメータ」とい

う。）。①-6 

 

抽出パラメータのうち，重大事故等

の発生防止対策及び拡大防止対策を成

功させるために監視することが必要な

パラメータを主要パラメータとする。

また，抽出パラメータのうち，電源設

備の受電状態，重大事故等対処設備の

運転状態又は再処理施設の状態を補助

的に監視するパラメータを補助パラメ

ータとし，保安規定に定めて，管理す

る。①-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータ及び当該パ

ラメータを推定するために有効な情報

は，パラメータの重要性や計測に当た

っての優先順位の明確化の観点から，

以下の通り分類する。①-5 

 

再処理施設の状態を監視するパラメ

ータのうち，当該重大事故等に対処す

るために監視することが必要なパラメ

ータ及び当該パラメータを推定するた

めに有効な情報は，重大事故等の対策

における各作業手順に用いるパラメー

タ及び重大事故等に対する対策の有効

性評価に用いるパラメータから抽出す

る（以下「抽出パラメータ」とい

う。）。①-6 

 

抽出パラメータのうち，重大事故等

の発生防止対策及び拡大防止対策等を

成功させるために監視することが必要

なパラメータを主要パラメータとす

る。また，抽出パラメータのうち，電

源設備の受電状態，重大事故等対処設

備の運転状態又は再処理施設の状態を

補助的に監視するパラメータを補助パ

ラメータとする。①-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.2 設計方針 

 (１) パラメータの選定方針 

計装設備は，重大事故等が発生し

た場合において，重大事故等に対処

するために監視することが必要なパ

ラメータを計測できる設計とする。

◇1  

計装設備は，重大事故等が発生し

た場合において，計測機器（非常用

のものを含む。）の直流電源の喪失

その他の故障により重大事故等に対

処するために監視することが必要な

パラメータを計測することが困難と

なった場合，再処理施設における重

大事故等の事象進展速度や重大事故

等に対処するための時間的余裕の観

点を考慮し，当該パラメータを推定

するために有効な情報を把握できる

設計とする。直流電源の喪失その他

の故障として，再処理施設のパラメ

ータを計測する機器の多くが交流電

源により給電する設計としているこ

とから，必要なパラメータを計測す

ることが困難となる条件として全交

流動力電源の喪失を想定し，また，

計測機器の故障（計装導圧配管及び

温度計ガイド管（以下「計装配管」

という。）が損傷した場合を含

む。）及び計測範囲の超過を想定す

る。◇1  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータ及び当

該パラメータを推定するために有効

な情報は，パラメータの重要性や計

測に当たっての優先順位の明確化の

観点から，以下のとおり分類する。

◇1  

再処理施設の状態を監視するパラ

メータのうち，重大事故等に対処す

るために監視することが必要なパラ

メータ及び当該パラメータを推定す

るために有効な情報は【◇1 】，「添

付書類八 5.重大事故の発生及び拡

大の防止に必要な措置を実施するた

めに必要な技術的能力」のうち，以

下の作業手順【◇3 】に用いるパラメ

ータ及び「添付書類八 7. 重大事

故等に対する対策の有効性評価」に

おいて監視を行うパラメータから抽

出する（以下「抽出パラメータ」と

いう。）。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（柏崎刈羽原子力発電所設工認） 
第２章 個別項目 

2.1 計測装置 

2.1.1 通常運転時，運転時の異常な

過渡変化時，設計基準事故時及び重大事

故等時における計測 

 

なお，重大事故等対処設備を活用する

手順等の着手の判断基準として用いる補

助パラメータの運用については，保安規

定に定めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 原子炉格納容器内の水素濃度及

び酸素濃度の計測 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納

容器内酸素濃度（ＳＡ）は，格納容器内

雰囲気ガスサンプリング装置（圧縮機吐

出圧力 0.73MPa 以上，圧縮機容量

5.25L/min 以上，冷却器容量 35.7kJ/h

以上，窒素ボンベ個数 4以上，空調機容

量 1.75kW 以上）により原子炉格納容器

内の雰囲気ガスを原子炉建屋原子炉棟内

へ導き，検出器で測定することで，原子

炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を

中央制御室より監視できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，パラ

メータの選定方針につい

て記載した。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

・発電炉，再処理施設ともに補助パラメータの運用について，保安規定に定め

て管理することは同様だが，再処理施設は事業変更許可の記載を踏襲し，パラ

メータの選定方針について記載した。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に記載

した「等」は，事故対策の

総称としての記載であり，

基本設計方針において対象

の明確化を図った。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「保

安規定に定めて，管理す

る」に修正。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当該設備は発電炉特有

の設備であるため。 
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主要パラメータのうち，再処理施設

の状態を直接監視するパラメータを重

要監視パラメータとする。①-8 

 

主要パラメータのうち，再処理施設

の状態を換算等により推定，又は推測

するパラメータを重要代替監視パラメ

ータとする。①-9 

 

 

 

 

 

重要代替監視パラメータが複数ある

場合は，重要監視パラメータとの相関

性の高さ，検出器の種類及び使用環境

条件を踏まえた確からしさを考慮し，

計測に当たっての優先順位を保安規定

に定めて，管理する。①-10 

 

重要代替監視パラメータは，重要監

視パラメータと同一物理量のパラメー

タを計測する異なる計測点（以下「他

チャンネル」という。）がある場合

は，重要代替監視パラメータとしてい

ずれか１つの適切な他チャンネルを選

定し，計測する設計とする。また，重

要監視パラメータを換算等により推

定，又は推測可能なパラメータがある

場合は，重要代替監視パラメータとし

て計測する設計とする。①-11 

 

重大事故等が発生した場合は，重要

監視パラメータの計測に着手すること

で，再処理施設の状態を把握する手段

を有する設計とする。①-12 

 

重要監視パラメータの計測が困難な

場合は，重要代替監視パラメータの計

測に着手することで，再処理施設の状

態を推定，又は推測可能な手段を有す

る設計とする。①-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要パラメータのうち，再処理施設

の状態を直接監視するパラメータを重

要監視パラメータとする。①-8 

 

主要パラメータのうち，再処理施設

の状態を換算等により推定，又は推測

するパラメータを重要代替監視パラメ

ータとする。①-9 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監

視パラメータの種類を第１表に示す。

□3  

 

重要代替監視パラメータが複数ある

場合は，重要監視パラメータとの相関

性の高さ，検出器の種類及び使用環境

条件を踏まえた確からしさを考慮し，

計測に当たっての優先順位を定める。

①-10 

 

重要代替監視パラメータは，重要監

視パラメータと同一物理量のパラメー

タを計測する異なる計測点（以下「他

チャンネル」という。）がある場合

は，重要代替監視パラメータとしてい

ずれか１つの適切な他チャンネルを選

定し，計測する設計とする。また，重

要監視パラメータを換算等により推

定，又は推測可能なパラメータがある

場合は，重要代替監視パラメータとし

て計測する設計とする。①-11 

 

重大事故等が発生した場合は，重要

監視パラメータの計測に着手すること

で，再処理施設の状態を把握する手段

を有する設計とする。①-12 

 

重要監視パラメータの計測が困難な

場合は，重要代替監視パラメータの計

測に着手することで，再処理施設の状

態を推定，又は推測可能な手段を有す

る設計とする。①-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・1.1 臨界事故の拡大を防止するため

の手順等◇3  

・1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固

に対処するための手順等◇3  

・1.3 放射線分解により発生する水素

による爆発に対処するための手順

等◇3  

・1.4 有機溶媒等による火災又は爆発

に対処するための手順等◇3  

・1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のた

めの手順等◇3  

・1.6 放射性物質の漏えいに対処する

ための手順等◇3  

・1.7 工場等外への放射性物質等の放

出を抑制するための手順等◇3  

・1.8 重大事故等への対処に必要とな

る水の供給手順等◇3  

・1.9 電源の確保に関する手順等◇3  

・1.10 事故時の計装に関する手順等◇3  

   なお，以下の作業手順に用いるパ

ラメータについては，重大事故等の

発生防止対策，拡大防止対策を実施

するための手順ではないため，各々

の手順において整理する。◇3  

・1.11 制御室の居住性等に関する手順

等◇3  

・1.12 監視測定等に関する手順等◇3  

・1.13 緊急時対策所の居住性等に関す

る手順等◇3  

・1.14 通信連絡に関する手順等◇3  

   抽出パラメータのうち，重大事故

等の発生防止対策及び拡大防止対策

等を成功させるために把握すること

が必要なパラメータを主要パラメー

タとする。また，抽出パラメータの

うち，電源設備の受電状態，重大事

故等対処設備の運転状態又は再処理

施設の状態を補助的に監視するパラ

メータを補助パラメータとする。◇1  

 

主要パラメータのうち，再処理施

設の状態を直接監視するパラメータ

を重要監視パラメータとする。◇1  

主要パラメータのうち，再処理施

設の状態を換算等により推定，又は

推測するパラメータを重要代替監視

パラメータとする。◇1  

重要代替監視パラメータが複数あ

る場合は，重要監視パラメータとの

相関性の高さ，検出器の種類及び使

2.3 計測結果の表示，記録及び保存 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置は，設計基準事

故等に想定される変動範囲の 大値を考

慮し，適切に対応するための計測範囲を

有する設計とするとともに，重大事故等

が発生し，当該重大事故等に対処するた

めに監視することが必要な原子炉圧力容

器内の温度，圧力及び水位並びに原子炉

圧力容器及び原子炉格納容器への注水量

等のパラメータの計測が困難となった場

合又は計測範囲を超えた場合に，代替パ

ラメータにより推定ができる設計とす

る。 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置は，設計基準事

故等に想定される変動範囲の 大値を考

慮し，適切に対応するための計測範囲を

有する設計とするとともに，重大事故等

が発生し，当該重大事故等に対処するた

めに監視することが必要なパラメータの

計測が困難となった場合に，代替パラメ

ータにより推定ができる設計とする。 

 

また，重大事故等時に設計基準を超え

る状態における発電用原子炉施設の状態

を把握するための能力（ 高計測可能温

度等（設計基準 大値等））を明確にす

るとともに，パラメータの計測が困難と

なった場合又は計測範囲を超えた場合の

代替パラメータによる推定等，複数のパ

ラメータの中から確からしさを考慮した

優先順位を保安規定に定めて管理する。 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

また，重大事故等時に設計基準を超え

る状態における発電用原子炉施設の状態

を把握するための能力（計測可能範囲）

を明確にするとともに，パラメータの計

測が困難となった場合の代替パラメータ

による推定等，複数のパラメータの中か

ら確からしさを考慮した優先順位を保安

規定に定めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④(P11)へ 

⑤(P24)から 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，パラ

メータの選定方針につい

て記載した。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともに施設の状態を把握する手段を有する

設計とすること，推定手段を有する設計とすることの方針は同

様であるが，再処理施設では個別パラメータを記載すると煩雑

になるため,基本設計方針に記載せず，仕様表及び添付書類の

説明書で示す。 

【「等」の解説 】 

「換算等」については，再

処理施設の状態を推定，又

は推測するための手段とし

て，「異なる計測点（他チ

ャンネル）による測定」，

「他パラメータからの換算

による推定」，「他パラメ

ータの推移による状況の推

測」これらについて，総称

として示したものである。

（以下同じ） 

⑥(P24)から 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため

「保安規定に定めて，管

理する」に修正。 
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用環境条件を踏まえた確からしさを

考慮し，計測に当たっての優先順位

を定める。◇1  

重要代替監視パラメータは，重要

監視パラメータと同一物理量のパラ

メータを計測する異なる計測点(以

下「他チャンネル」という。)があ

る場合は，重要代替監視パラメータ

としていずれか１つの適切な他チャ

ンネルを選定し，計測する設計とす

る。また，重要監視パラメータを換

算等により推定，又は推測可能なパ

ラメータがある場合は，重要代替監

視パラメータとして計測する設計と

する。◇1  

重大事故等が発生した場合は，

「添付書類八 第 5－１表 重大事

故等対処における手順の概要（11／

15）」に示す対応手段等により，重

要監視パラメータの計測に着手する

ことで，再処理施設の状態を把握す

る手段を有する設計とする。◇4  

重要監視パラメータの計測が困難

となった場合は，「添付書類八 第

5－１表 重大事故等対処における

手順の概要（11／15）」に示す対応

手段等により，重要代替監視パラメ

ータの計測に着手することで，再処

理施設の状態を推定，又は推測可能

な手段を有する設計とする。◇4  

重要代替監視パラメータが複数あ

る場合は，重要監視パラメータとの

相関性の高さ，検出器の種類及び使

用環境条件を踏まえた確からしさを

考慮し，計測に当たっての優先順位

を定める。◇1  

重要監視パラメータ及び重要代替

監視パラメータの計測範囲，重大事

故時におけるプロセスの変動範囲及

び重大事故等対処設備の個数を第

6.2.1－１表，重要代替監視パラメ

ータによる重要監視パラメータの推

定方法を第 6.2.1－２表，補助パラ

メータの対象を第 6.2.1－３表に示

す。◇5  

故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムが発生した場合にお

いて必要な情報として把握するパラ

メータは，「添付書類八 5.2 大

規模な自然災害又は故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムへ

原子炉格納容器内の温度，圧力，水

位，水素濃度等想定される重大事故等の

対応に必要となるパラメータは，計測又

は監視できる設計とする。また，計測結

果は中央制御室に指示又は表示し，記録

できる設計とする。 

 

重大事故等の対応に必要となるパラメ

ータは，安全パラメータ表示システム

（SPDS）のうち緊急時対策支援システム

伝送装置にて電磁的に記録，保存し，電

源喪失により保存した記録が失われない

とともに帳票が出力できる設計とする。

また，記録は必要な容量を保存できる設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦(P60)へ 

⑦(P68)へ 

⑧(P64)へ 

⑧(P70)へ 

⑦(P57)へ 
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の対応における事項」の以下の項目

に関する手順書を整備するために必

要なパラメータとする。◇4  

  ・大規模損壊発生時における大規模

な火災が発生した場合における消火

活動に関すること◇4  

・大規模損壊発生時における燃料貯

蔵プール等の水位を確保するための

対策及び使用済燃料の著しい損傷を

緩和するための対策に関すること◇4  

 

・大規模損壊発生時における放射性

物質及び放射線の放出を低減するた

めの対策に関すること◇4  

これらの活動は，「添付書類八 

第５－１表 重大事故等対処におけ

る手順の概要（2/15）」の臨界事故

の拡大を防止するための手順等から

「添付書類八 第５－１表 重大事

故等対処における手順の概要

（10/15）」の電源の確保に関する

手順等で示した重大事故等対策で整

備する手順書及び重大事故等対処設

備を活用することで当該活動を行う

ことから，パラメータの選定におい

てはこれを網羅したパラメータ選定

を行う設計とする。◇4  
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4.1.2 重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握す

る設備の設計方針 

 

 

 

主要パラメータを計測する設備のう

ち，重要監視パラメータを計測する設

備を重要計器，重要代替監視パラメー

タを計測する設備を重要代替計器と

し，重大事故等の発生要因に応じて対

処に有効な設備を使用する設計とす

る。①-14 

 

 

重要計器及び重要代替計器は，再処

理施設の状態を推定するための計測範

囲を有する設計とする。①-15 

 

重要監視パラメータは，外的事象に

よる安全機能の喪失を要因として重大

事故等が発生した場合には，可搬型重

要計器を使用して計測する設計とす

る。また，内的事象による安全機能の

喪失を要因とし，全交流動力電源の喪

失を伴わない重大事故等が発生した場

合には，可搬型重要計器又は常設重要

計器を使用して計測する設計とする。

重要監視パラメータを計測する可搬型

重要計器は重大事故等対処設備として

設ける設計とする。重要監視パラメー

タを計測する常設重要計器は，第 2章 

個別項目の「2.2.1 溶解設備」の

「2.2.1.1 代替可溶性中性子吸収材緊

急供給系」，「2.2.1.2 重大事故時可

溶性中性子吸収材供給系」，「2.4.2 

プルトニウム精製設備」の「2.4.2.1 

重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停

止系」，「2.4.3 精製建屋一時貯留

槽」の「2.4.3.1 重大事故時可溶性中

性子吸収材供給系，「5.1 気体廃棄物

の廃棄施設」の「5.1.7 廃ガス貯留設

備」及び「7.1.2 圧縮空気設備」の

「7.1.2.4 臨界事故時水素掃気系」の

常設計器を重大事故等対処設備として

位置付けるとともに，設置する設計と

する。①-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要パラメータを計測する設備のう

ち，重要監視パラメータを計測する設

備を重要計器，重要代替監視パラメー

タを計測する設備を重要代替計器と

し，重大事故等の発生要因に応じて対

処に有効な設備を使用する設計とす

る。①-14 

 

 

重要計器及び重要代替計器は，再処

理施設の状態を推定するための計測範

囲を有する設計とする。①-15 

 

重要監視パラメータは，外的事象に

よる安全機能の喪失を要因として重大

事故等が発生した場合には，可搬型重

要計器を使用して計測する設計とす

る。また，内的事象による安全機能の

喪失を要因とし，全交流動力電源の喪

失を伴わない重大事故等が発生した場

合には，可搬型重要計器又は常設重要

計器を使用して計測する設計とする。

重要監視パラメータを計測する可搬型

重要計器は重大事故等対処設備として

配備する。重要監視パラメータを計測

する常設重要計器は，第５表のうち

「1.1 臨界事故の拡大を防止するため

の手順等」及び「1.4 有機溶媒等によ

る火災又は爆発に対処するための手順

等」の常設計器を重大事故等対処設備

として位置付けるとともに，設置す

る。①-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備の設計方針 

計装設備は，重大事故等が発生し

た場合において，重要監視パラメー

タ及び重要代替監視パラメータを計

測できる設備として，重大事故等に

対処するために監視することが必要

なパラメータを把握する設備を設け

る設計とする。◇1  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備の分類として，重要監視パ

ラメータを計測する計器を重要計

器，重要代替監視パラメータを計測

する計器を重要代替計器とする。重

要計器は常設重要計器及び可搬型重

要計器，重要代替計器は常設重要代

替計器及び可搬型重要代替計器とす

る。◇1  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータは，重

要監視パラメータ及び重要代替監視

パラメータを計測する常設重要計

器，常設重要代替計器，可搬型重要

計器及び可搬型重要代替計器を用い

て計測できる設計とする。◇1  

常設重要計器，常設重要代替計

器，可搬型重要計器及び可搬型重要

代替計器は，再処理施設の状態を推

定するための計測範囲を有する設計

とする。◇4  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備は，重大事故等の発生要因

に応じて対処に有効な計器を使用す

る設計とする。◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置は，設計基準事

故等に想定される変動範囲の 大値を考

慮し，適切に対応するための計測範囲を

有する設計とするとともに，重大事故等

が発生し，当該重大事故等に対処するた

めに監視することが必要な原子炉圧力容

器内の温度，圧力及び水位並びに原子炉

圧力容器及び原子炉格納容器への注水量

等のパラメータの計測が困難となった場

合又は計測範囲を超えた場合に，代替パ

ラメータにより推定ができる設計とす

る。 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

重大事故等時に使用済燃料プールの監

視設備として，使用済燃料プール水位・

温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温

度（ＳＡ）を設け，想定される重大事故

等により変動する可能性のある範囲にわ

たり測定可能な設計とする。また，計測

結果は中央制御室に表示し，記録及び保

存できる設計とする。 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置は，設計基準事

故等に想定される変動範囲の 大値を考

慮し，適切に対応するための計測範囲を

有する設計とするとともに，重大事故等

が発生し，当該重大事故等に対処するた

めに監視することが必要なパラメータの

計測が困難となった場合に，代替パラメ

ータにより推定ができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④(P8)から 

⑨(P22)から 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，重大

事故等の発生要因に応じ

て対処に有効な設備を使

用することについて記載

した。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設とも

に施設の状態を推定する

ための計測範囲を有する

設計とする方針は同様で

あるが，再処理施設では

個別パラメータを記載す

ると煩雑になるため,基

本設計方針に記載せず，

仕様表及び添付書類の説

明書で示す。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許可

の記載を踏襲し，重大事故

等の発生要因に応じて対処

に有効な設備を使用して計

測する設計方針について記

載した。 

⑤(P24)から 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

ける設計とする」に修正。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設計と

する」に修正。 

【許可からの変更点】 

「1.1 臨界事故の拡大を防止

するための手順等」及び「1.4 

有機溶媒等による火災又は爆発

に対処するための手順等」につ

いては，事業変更許可申請書の

表記のため，設工認として記載

を適正化した。 
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重要代替監視パラメータは，外的事

象による安全機能の喪失を要因として

重大事故等が発生した場合には，可搬

型重要代替計器を使用して計測する設

計とする。また，内的事象による安全

機能の喪失を要因とし，全交流動力電

源の喪失を伴わない重大事故等が発生

した場合には，常設重要代替計器を使

用して計測する設計とする。重要代替

監視パラメータを計測する可搬型重要

代替計器は，重大事故等対処設備とし

て設ける設計とする。重要代替監視パ

ラメータを計測する常設重要代替計器

は，第 2章 個別項目の「2.2.1 溶解

設備」の「2.2.1.1 代替可溶性中性子

吸収材緊急供給系」，「2.2.1.2 重大

事故時可溶性中性子吸収材供給系」，

「2.4.2 プルトニウム精製設備」の

「2.4.2.1 重大事故時プルトニウム濃

縮缶加熱停止系」，「2.4.3 精製建屋

一時貯留槽」の「2.4.3.1 重大事故時

可溶性中性子吸収材供給系，「5.1 気

体廃棄物の廃棄施設」の「5.1.7 廃ガ

ス貯留設備」及び「7.1.2 圧縮空気設

備」の「7.1.2.4 臨界事故時水素掃気

系」の常設計器を重大事故等対処設備

として位置付け，重要監視パラメータ

を計測するために設置する設計とす

る。①-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要代替監視パラメータは，外的事

象による安全機能の喪失を要因として

重大事故等が発生した場合には，可搬

型重要代替計器を使用して計測する設

計とする。また，内的事象による安全

機能の喪失を要因とし，全交流動力電

源の喪失を伴わない重大事故等が発生

した場合には，常設重要代替計器を使

用して計測する設計とする。重要代替

監視パラメータを計測する可搬型重要

代替計器は，重大事故等対処設備とし

て配備する。重要代替監視パラメータ

を計測する常設重要代替計器は，第５

表のうち「1.1 臨界事故の拡大を防止

するための手順等」及び「1.4 有機溶

媒等による火災又は爆発に対処するた

めの手順等」の常設計器を重大事故等

対処設備として位置付けるとともに，

設置する。【①-17】主要パラメータの

計測概要図を第 194 図から第 196 図に

示す。□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更

許可の記載を踏襲し，

重大事故等の発生要因

に応じて対処に有効な

設備を使用して計測す

る設計方針について記

載した。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

ける設計とする」に修正。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「位置付

け，重要監視パラメータを計測す

るために設置する設計とする。」

に修正。 

【許可からの変更点】 

「1.1 臨界事故の拡大を防止するた

めの手順等」及び「1.4 有機溶媒等

による火災又は爆発に対処するため

の手順等」については，事業変更許

可申請書の表記のため，設工認とし

て記載を適正化した。 
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4.1.2.1 重大事故等に対処するために監

視することが必要なパラメータを把握

する設備の詳細設計方針 

可搬型重要計器及び可搬型重要代替

計器は，計測方式に応じて設計基準対

象の施設である計測制御設備の計装配

管に接続して計測する設計とする。 

①-18 

 

主要パラメータを計測するために必

要な設備のうち常設重要計器及び常設

重要代替計器の電源は，重大事故等対

処設備の一部である受電開閉設備等か

ら給電する設計とする。①-19 

 

 

 

主要パラメータを計測するために必

要な設備のうち可搬型重要計器及び可

搬型重要代替計器の電源は，重大事故

等が発生した場合において，乾電池，

充電池又は，第 2章 個別項目の「4.3 

制御室」の「4.3.1 計測制御装置」の

情報把握計装設備可搬型発電機，

「7.1.1 電気設備」の「7.1.1.9 代

替電源設備」のうち前処理建屋可搬型

発電機，分離建屋可搬型発電機，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋

可搬型発電機から給電する設計とす

る。前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋，高レベル廃液ガラス固化建屋の可

搬型重要計器及び可搬型重要代替計器

には，各建屋の可搬型発電機から第 2

章 個別項目の「4.3 制御室」の

「4.3.1 計測制御装置」の前処理建屋

可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型

情報収集装置，精製建屋可搬型情報収

集装置，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル

廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装

置を介して給電する設計とする。①-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型重要計器及び可搬型重要代替

計器は，計測方式に応じて設計基準対

象の施設である計測制御設備の計装配

管に接続して計測する設計とする。 

①-18 

 

主要パラメータを計測するために必

要な設備のうち常設重要計器及び常設

重要代替計器の電源は，「リ．（１）

（ⅰ）（ｂ）（ロ） 重大事故等対処

設備」の一部である受電開閉設備等か

ら給電する設計とする。①-19 

 

 

主要パラメータを計測するために必

要な設備のうち可搬型重要計器及び可

搬型重要代替計器の電源は，重大事故

等が発生した場合において，乾電池，

充電池又は「ヘ．(４)(ⅰ)(ａ)計測制

御装置」の情報把握計装設備可搬型発

電機，「リ．(１)(ⅰ)(ｂ)(ロ)１)代替

電源設備」の前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電

機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬

型発電機，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設可搬型発電機から給電する

設計とする。【①－25】前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋の可搬型重要計器及び可

搬型重要代替計器には，各建屋の可搬

型発電機から「ヘ．(４)(ⅰ)(ａ)計測

制御装置」の前処理建屋可搬型情報収

集装置，分離建屋可搬型情報収集装

置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型情報収集装置，高レベル廃液ガラス

固化建屋可搬型情報収集装置を介して

給電する設計とする。①-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備のうち可搬型重要計器及び

可搬型重要代替計器の電源は，重大

事故等が発生した場合において，乾

電池，充電池又は「6.2.5.4.1(１)

ⅲ) 情報把握計装設備」の情報把握

計装設備可搬型発電機，「9.2.2.4 

代替電源設備」の前処理建屋可搬型

発電機，分離建屋可搬型発電機，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可

搬型発電機，高レベル廃液ガラス固

化建屋可搬型発電機，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機から「6.2.5.4.1(１)ⅲ) 情報把

握計装設備」，「6.2.5.4.2(１)ⅲ) 

情報把握計装設備」又は可搬型計測

ユニットを介して給電することによ

り，計測可能な設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 電源喪失時の計測 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置の電源は，非常

用交流電源設備又は非常用直流電源設備

の喪失等により計器電源が喪失した場合

において，代替電源設備として常設代替

交流電源設備，可搬型代替交流電源設

備，所内常設直流電源設備，常設代替直

流電源設備又は可搬型代替直流電源設備

を使用できる設計とする。 

 

また，代替電源設備が喪失し計測に必

要な計器電源が喪失した場合，特に重要

なパラメータとして，炉心損傷防止対策

及び格納容器破損防止対策等を成功させ

るために必要な発電用原子炉施設の状態

を把握するためのパラメータを計測する

装置については，温度，圧力，水位及び

流量に係るものについて，乾電池を電源

とした可搬型計測器（原子炉圧力容器及

び原子炉格納容器内の温度，圧力，水位

及び流量（注水量）計測用）（個数 20

（予備 20））及び可搬型計測器（原子

炉圧力容器及び原子炉格納容器内の圧

力，水位及び流量（注水量）計測用）

（個数 19（予備 19））により計測でき

る設計とし，これらを保管する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-25（P22 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更

許可の記載を踏襲し，

計装配管に接続して計

測する設計方針につい

て記載した。 

【「等」の解説 】 

「受電開閉設備等」の指

す内容は，受電開閉設

備，受電変圧器であり，

添付書類で示すため当該

箇所では許可の記載を用

いた。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

「使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設可搬型発電機」に

ついては「4.2.1.2.2 使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋の主要パ

ラメータを計測する設備の詳

細設計方針」に記載する。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともに重大事故等の発生要因に応じて対処に有

効な電源設備を使用する設計方針は同様であるが，再処理施設の重

大事故対策手段に応じた電源を使用するため，設備構成が異なる。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書の表記

のため，設工認として記載

を適正化した。 

（以下同じ） 
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パラメータの計測に必要な圧縮空気

は，第 2章 個別項目の「7.1.2 圧縮

空気設備」の「7.1.2.1 一般圧縮空気

系」，「7.1.2.2 安全圧縮空気系」，

可搬型重要計器及び可搬型重要代替計

器に附属の計測用ボンベ並びに可搬型

空気圧縮機から空気を供給する設計と

する。①-21 

 

 

 

可搬型重要計器の一部は，MOX 燃料加

工施設と共用する。⑤-1 

 

MOX 燃料加工施設と共用する可搬型重

要計器は，再処理施設及び MOX 燃料加

工施設における重大事故等に同時に対

処することを考慮し，対処に必要とな

る計測範囲及び個数を確保すること

で，共用によって重大事故等時の対処

に影響を及ぼさない設計とする。⑤-2, 
⑥-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の可搬

型重要計器には，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機から可

搬型計測ユニットを介して電源を給電

する設計とする。①-26  

 

 

パラメータの計測に必要な圧縮空気

は，可搬型計測ユニット用空気圧縮

機，「リ．(１)(ⅱ)圧縮空気設備」SA

の安全圧縮空気系，一般圧縮空気系及

び可搬型空気圧縮機から空気を供給す

る設計とする。①-21,27 

 

 

 

 

 

可搬型重要計器の一部は，ＭＯＸ燃料

加工施設と共用する。⑤-1 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型

重要計器は，再処理施設及びＭＯＸ燃

料加工施設における重大事故等対処に

同時に対処することを考慮し，対処に

必要となる計測範囲及び個数を確保す

ることで，共用によって重大事故等時

の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。⑤-2,⑥-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備のうち圧縮空気を必要とす

る可搬型重要計器及び可搬型重要代

替計器は，可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器に附属の計測用ボン

ベから必要な空気を供給又は代替圧

縮空気系から圧縮空気の供給を受け

ることにより，計測可能な設計とす

る。◇1  

 

 

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備の一部は，ＭＯＸ燃料加工

施設と共用する。◇1  

 

 

常設重要計器，常設重要代替計

器，可搬型重要計器及び可搬型重要

代替計器は，重大事故等における条

件において，その機能を確実に発揮

できる設計とする。◇1  

 

 

   計装設備の主要機器仕様を第

6.2.1－４表に示す。◇5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-26（P22 へ） 

 

 

 

 

 

 

①-27（P22 へ） 

 

 

 

 

 

 

⑤-1（P6 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-2（P6 から） 

⑥-1（P6 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更

許可の記載を踏襲し，

パラメータの計測に必

要な圧縮空気の供給に

ついて記載した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更

許可の記載を踏襲し，

共用に関する設計方針

について記載した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更

許可の記載を踏襲し，

共用に関する設計方針

について記載した。 

【許可からの変更点】 

「可搬型計測ユニット用空気圧縮機」については「4.2.1.2.2 使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋の主要パラメータを計測する設備の

詳細設計方針」に記載する。 

⑭(P6)から 

(P22)へ 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に記載した圧縮空気

は，圧縮空気設備として分類した設備を

展開した。 
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放射線管理施設 

1. 放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 

 

重大事故等が発生し，当該重大事故等

に対処するために監視することが必要な

パラメータとして，原子炉格納容器内の

放射線量率， 終ヒートシンクの確保及

び使用済燃料プールの監視に必要なパラ

メータを計測する装置を設ける設計とす

る。 

 

重大事故等が発生し，計測機器（非常

用のものを含む。）の故障により，当該

重大事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを計測することが

困難となった場合において，当該パラメ

ータを推定するために必要なパラメータ

を計測する設備を設置する設計とする。 

 

重大事故等に対処するために監視する

ことが必要なパラメータは，炉心損傷防

止対策及び格納容器破損防止対策等を成

功させるために必要な発電用原子炉施設

の状態を把握するためのパラメータと

し，計測する装置は「表 1 放射線管理

施設の主要設備リスト」のプロセスモニ

タリング設備に示す重大事故等対処設

備，エリアモニタリング設備のうち使用

済燃料プールエリア放射線モニタ（低レ

ンジ），使用済燃料プールエリア放射線

モニタ（高レンジ）とする。 

 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置は，設計基準事

故等に想定される変動範囲の 大値を考

慮し，適切に対応するための計測範囲を

有する設計とするとともに，重大事故等

が発生し，当該重大事故等に対処するた

めに監視することが必要な原子炉格納容

器の線量当量率等のパラメータの計測が

困難となった場合に，代替パラメータに

より推定ができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉は，核燃料物

質の取扱施設及び貯

蔵施設，計測制御系

統施設，放射線管理

施設に分けて記載し

ているが，再処理施

設では下記の基本設

計方針に記載してい

る。 

・①－1（P4） 

・①－2（P4） 

・①－10（P8） 

・①－11（P8） 

・①－12（P8） 

・①－13（P8） 

・①－15（P11） 
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また，重大事故等時に設計基準を超え

る状態における発電用原子炉施設の状態

を把握するための能力（計測可能範囲）

を明確にするとともに，パラメータの計

測が困難となった場合の代替パラメータ

による推定等，複数のパラメータの中か

ら確からしさを考慮した優先順位を保安

規定に定めて管理する。 

 

原子炉格納容器内の放射線量率等想定

される重大事故等の対応に必要となるパ

ラメータは，計測又は監視できる設計と

する。また，計測結果は中央制御室に指

示又は表示し，記録できる設計とする。 

 

重大事故等の対応に必要となるパラメ

ータは，安全パラメータ表示システム

（SPDS）のうち緊急時対策支援システム

伝送装置にて電磁的に記録，保存し，電

源喪失により保存した記録が失われない

とともに帳票が出力できる設計とする。

また，記録は必要な容量を保存できる設

計とする。 

 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置の電源は，非常

用交流電源設備又は非常用直流電源設備

の喪失等により計器電源が喪失した場合

において，代替電源設備として常設代替

交流電源設備，可搬型代替交流電源設

備，所内常設直流電源設備，常設代替直

流電源設備又は可搬型代替直流電源設備

を使用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉は，核燃料物

質の取扱施設及び貯

蔵施設，計測制御系

統施設，放射線管理

施設に分けて記載し

ているが，再処理施

設では下記の基本設

計方針に記載してい

る。 

・①－10（P8） 

・①－11（P8） 

・①－12（P8） 

・①－13（P8） 

・①－19（P13） 

・①－20（P13） 

・①－25（P22） 

・①－26（P22） 

・①－38（P57） 

・①－45（P60） 

・⑥－11（P64） 

・①－53（P68） 

・⑥－17（P70） 
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1.1.1 プロセスモニタリング設備 

 

格納容器圧力逃がし装置の排出経路に

おける放射線量率を測定し，放射性物質

濃度を推定できるよう，フィルタ装置出

口配管にフィルタ装置出口放射線モニタ

（低レンジ），フィルタ装置出口放射線

モニタ（高レンジ）を設ける設計とす

る。 

 

フィルタ装置出口放射線モニタ（低レ

ンジ），フィルタ装置出口放射線モニタ

（高レンジ）は，常設代替直流電源設備

又は可搬型代替直流電源設備から給電が

可能な設計とする。 

 

1.1.2 エリアモニタリング設備 

 

重大事故等時に使用済燃料プールの監

視設備として，使用済燃料プールエリア

放射線モニタ（低レンジ）及び使用済燃

料プールエリア放射線モニタ（高レン

ジ）を設け，想定される重大事故等によ

り変動する可能性のある範囲にわたり測

定可能な設計とする。また，計測結果は

中央制御室に表示し，記録及び保存でき

る設計とする。 

 
 
使用済燃料プールエリア放射線モニタ

（低レンジ）及び使用済燃料プールエリ

ア放射線モニタ（高レンジ）は，常設代

替直流電源設備又は可搬型代替直流電源

設備から給電が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉は，核燃料物

質の取扱施設及び貯

蔵施設，計測制御系

統施設，放射線管理

施設に分けて記載し

ているが，再処理施

設では下記の基本設

計方針に記載してい

る。 

・①－10（P8） 

・①－11（P8） 

・①－12（P8） 

・①－13（P8） 

・①－15（P11） 

・①－19（P13） 

・①－20（P13） 

・①－25（P22） 

・①－26（P22） 

・①－38（P57） 

・①－53（P68） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当該設備は発電炉特

有の設備であるた

め。 
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計測制御設備の重要代替監視パラメ

ータは，共通要因によって重要監視パ

ラメータと同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，異なる物理量の

計測又は計測方式により換算表を用い

て推定することで，重要監視パラメー

タに対して可能な限り多様性を有する

設計とする。④-1 

 

 

計測制御設備の重要代替監視パラメ

ータは，共通要因によって重要監視パ

ラメータと同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，重要監視パラメ

ータを計測する箇所と異なる箇所で計

測することにより，重要監視パラメー

タと可能な限り位置的分散を図る設計

とする。④-2 

 

内的事象を要因として発生した場合

に対処に用いる計測制御設備の常設重

要計器及び常設重要代替計器は，地震

等により機能が損なわれる場合，代替

設備による機能の確保により機能を維

持する設計とする。④-13 

 

計測制御設備の可搬型重要計器及び

可搬型重要代替計器は，共通要因によ

って設計基準対象の施設の計測制御設

備と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないように，故障時バックアップ

を含めて必要な数量を設計基準対象の

施設の計測制御設備が設置される建屋

から 100ｍ以上の離隔距離を確保した複

数の外部保管エリアに分散して保管す

ることで位置的分散を図る設計とす

る。または，設計基準対象の施設の計

測制御設備が設置される建屋から 100ｍ

以上の離隔距離を確保した外部保管エ

リアに保管するとともに，前処理建

屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃

液ガラス固化建屋及び制御建屋にも保

管することで位置的分散を図る設計と

する。前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び

制御建屋内に保管する場合は設計基準

対象の施設の計測制御設備が設置され

る場所と異なる場所に保管することで

位置的分散を図る設計とする。④-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬型

重要代替計器は，設計基準対象の施設

の計測制御設備と共通要因によって同

時にその機能が損なわれるおそれがな

いように，故障時バックアップを含め

て必要な数量を設計基準対象の施設の

計測制御設備が設置される建屋から 100

ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外

部保管エリアに分散して保管すること

で位置的分散を図る。または，設計基

準対象の施設の計測制御設備が設置さ

れる建屋から 100ｍ以上の離隔距離を確

保した外部保管エリアに保管するとと

もに，前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び

制御建屋にも保管することで位置的分

散を図る。前処理建屋，分離建屋，精

製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋

及び制御建屋内に保管する場合は設計

基準対象の施設の計測制御設備が設置

される場所と異なる場所に保管するこ

とで位置的分散を図る。④-4 

 

計装設備の重要代替監視パラメータ

は，重要監視パラメータと共通要因

によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，異なる物理量

の計測又は計測方式により換算表等

を用いて推定することで，重要監視

パラメータに対して可能な限り多様

性を有する設計とする。④-1 

 

 

計装設備の重要代替監視パラメータ

は，重要監視パラメータと共通要因

によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，重要監視パラ

メータを計測する箇所と異なる箇所

で計測することにより，重要監視パ

ラメータと可能な限り位置的分散を

図る設計とする。④-2 

 

内的事象を要因として発生した場合

に対処に用いる計装設備の常設重要

計器及び常設重要代替計器は，地震

等により機能が損なわれる場合，代

替設備による機能の確保により機能

を維持する設計とする。④-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-1（P30 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-2（P30 から） 

 

 

 

 

 

 

④-13（P30 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-4（P31 から） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため

「設計とする」に修

正。 
（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

（以下同じ） 

⑮(P30)から 

⑯(P30)から 
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計測制御設備の常設重要計器及び常

設重要代替計器は，安全機能を有する

施設として使用する場合と同じ系統構

成で重大事故等対処設備として使用す

ることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。⑤-3 

 

計測制御設備の常設重要計器及び常

設重要代替計器は，重大事故等の対処

に必要なパラメータを計測するために

必要な計測範囲を有する設計とする。

また，設計基準対象の施設の計測制御

設備が計測範囲を超過した場合は，可

搬型重要計器又は可搬型重要代替計器

にて必要なパラメータを計測する設計

とする。⑥-2 

 

計測制御設備の可搬型重要計器及び

可搬型重要代替計器は，重大事故等の

対処に必要なパラメータを計測するた

めに必要な計測範囲を有する設計とす

る。保有数は，必要数を確保するとと

もに，予備として故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップを必

要数以上確保する設計とする。⑥-3 

 

MOX 燃料加工施設と共用する計測制御

設備の可搬型重要計器は，再処理施設

及び MOX 燃料加工施設における重大事

故等対処に同時に対処することを考慮

した計測範囲及び個数を有すること

で，共用によって重大事故等時の対処

に影響を及ぼさない設計とする。保有

数は，必要数を確保するとともに，予

備として故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップを必要数以上

確保する設計とする。⑥-4 

 

計測制御設備の常設重要計器及び常

設重要代替計器は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる前処理建屋及び

精製建屋に設置し，風（台風）等によ

り重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。⑦-1,38 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備の常設重要計器及び常設重

要代替計器は，安全機能を有する施設

として使用する場合と同じ系統構成で

重大事故等対処設備として使用するこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。⑤-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備の常設重要計器及び常設重要

代替計器は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる前処理建屋及び精製建

屋に設置し，風（台風）等により機能

を損なわない設計とする。⑦-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備の常設重要計器及び常設

重要代替計器の一部は，重大事故等

の対処に必要なパラメータを計測す

るために必要な計測範囲を有する設

計とする。また，設計基準対象の施

設の計測制御設備が計測範囲を超過

した場合は，可搬型重要計器又は可

搬型重要代替計器にて必要なパラメ

ータを計測する設計とする。⑥-2 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器は，重大事故等の対

処に必要なパラメータを計測するた

めに必要な計測範囲を有する設計と

する。保有数は，必要数を確保する

とともに，予備として故障時及び保

守点検による待機除外時のバックア

ップを必要数以上確保する。 

⑥-3 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する計装

設備の可搬型重要計器は，再処理施

設及びＭＯＸ燃料加工施設における

重大事故等対処に同時に対処するこ

とを考慮した計測範囲及び個数を有

することで，共用によって重大事故

等時の対処に影響を及ぼさない設計

とする。保有数は，必要数を確保す

るとともに，予備として故障時及び

保守点検による待機除外時のバック

アップを必要数以上確保する。 

⑥-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-3（P32 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-2（P32 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-3（P32 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-4（P32 から） 

 

 

 

 

⑦-1（P33 から） 

⑦-38（P23 から） 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため

「設計とする」に修正。 

（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【「等」の解説 】 

「風（台風）等」とは建

屋により損傷を防止する

自然現象の総称として示

した記載であることから

許可の記載を用いた。 

（以下同じ） 

⑰(P32)から ⑱(P32)から 

⑲(P33)から 
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計測制御設備の可搬型重要計器及び

可搬型重要代替計器は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる前処理建

屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃

液ガラス固化建屋，制御建屋，第 1保

管庫・貯水所及び第 2保管庫・貯水所

に保管し，風（台風）等により重大事

故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。⑦-4,38 

 

 

 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる計測制御設備の可搬型重要

計器及び可搬型重要代替計器は，地震

を要因とする重大事故等に対する施設

の耐震設計に基づく設計とすることで

重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

⑦－5,38 

 

計測制御設備の可搬型重要計器及び

可搬型重要代替計器は，溢水量及び化

学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受

けない高さへの保管，被水防護及び被

液防護する設計とする。⑦-6,38 

 

計測制御設備の可搬型重要計器及び

可搬型重要代替計器は，内部発生飛散

物の影響を考慮し，前処理建屋，分離

建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス

固化建屋，制御建屋及び外部保管エリ

アの内部発生飛散物の影響を受けない

場所に保管することにより，重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。⑦-7,38 

 

計測制御設備の可搬型重要計器及び

可搬型重要代替計器は，想定される重

大事故等が発生した場合においても操

作に支障がないように，線量率の高く

なるおそれの少ない場所を選定するこ

とで操作可能な設計とする。⑦-8,38 

 

計測制御設備の可搬型重要計器及び

可搬型重要代替計器と情報把握計装設

計装設備の可搬型重要計器（燃料貯

蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等水

温，燃料貯蔵プール等空間線量率，代

替注水設備流量，スプレイ設備流量，

燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）

のパラメータを計測する可搬型重要計

器を含む。）及び可搬型重要代替計器

は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，制

御建屋，第１保管庫・貯水所，第２保

管庫・貯水所及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に保管し，風（台風）等によ

り機能を損なわない設計とする。 

⑦-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に

対処に用いる計装設備の可搬型重要

計器及び可搬型重要代替計器は，

「1.7.18(５)地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とすることでその機能を

損なわない設計とする。⑦-5 

 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可

搬型重要代替計器は，溢水量及び化

学薬品の漏えい量を考慮し，影響を

受けない高さへの保管，被水防護及

び被液防護する設計とする。⑦-6 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可

搬型重要代替計器は，内部発生飛散

物の影響を考慮し，前処理建屋，分

離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液

ガラス固化建屋，制御建屋，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋及び外部保管

エリアの内部発生飛散物の影響を受

けない場所に保管することにより，

機能を損なわない設計する。⑦-7 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器は，想定される重大

事故等が発生した場合においても操

作に支障がないように，線量率の高

くなるおそれの少ない場所を選定す

ることで操作可能な設計とする。 

⑦-8 

計装設備の可搬型重要計器及び可

搬型重要代替計器と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-4（P33 から） 

⑦-38（P23 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-5（P34 から） 

⑦-38（P23 から） 

 

 

 

 

⑦-6（P34 から） 

⑦-38（P23 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-7（P35 から） 

⑦-38（P23 から） 

 

 

 

 

 

 

⑦-8（P35 から） 

⑦-38（P23 から） 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

（以下同じ） 

⑳(P33)から 

㉑(P34)から 

㉒(P35)から 
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備又はその他の重大事故等対処設備と

の接続は，ネジ接続，コネクタ接続又

はより簡便な接続方式を用いる設計と

する。⑧-1 

 

 

 

計測制御設備の可搬型重要計器及び

可搬型重要代替計器と計装配管は，容

易かつ確実に接続でき，かつ，複数の

計装配管と相互に使用することができ

るよう，口径に応じた簡便な接続方式

を用いる設計とする。⑧-2 

 

 

計測制御設備の常設重要計器及び常

設重要代替計器は，通常時において，

重大事故等への対処に必要な機能を確

認するため，模擬入力による機能，性

能の確認及び校正並びに外観の確認が

可能な設計とする。また，当該機能を

健全に維持するため，取替え，保修等

が可能な設計とする。⑨-1 

 

計測制御設備の可搬型重要計器及び

可搬型重要代替計器は，通常時におい

て，重大事故等への対処に必要な機能

を確認するため，模擬入力による機

能，性能の確認及び校正並びに外観の

確認が可能な設計とする。また，当該

機能を健全に維持するため，取替え，

保修等が可能な設計とする。⑨-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備の常設重要計器及び常設重要

代替計器は，再処理施設の運転中又は

停止中に，模擬入力による機能，性能

の確認及び校正並びに外観の確認が可

能な設計とする。⑨-1 

 

 

 

 

計装設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵

プール等水位，燃料貯蔵プール等水

温，代替注水設備流量，スプレイ設備

流量，燃料貯蔵プール等空間線量率，

燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）

のパラメータを計測する可搬型重要計

器を含む。），可搬型重要代替計器及

び可搬型計測ユニット，可搬型監視ユ

ニット，可搬型空冷ユニット，可搬型

計測ユニット用空気圧縮機は，模擬入

力による機能，性能の確認及び校正並

びに外観の確認が可能な設計とする。

⑨-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「6.2.5.4.1(１) i) 情報把握計装

設備」，「6.2.5.4.2(１) i) 情報

把握計装設備」又はその他の重大事

故等対処設備との接続は，ネジ接

続，コネクタ接続又はより簡便な接

続方式を用いる設計とする。⑧-1 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可

搬型重要代替計器と計装配管は，容

易かつ確実に接続でき，かつ，複数

の計装配管と相互に使用することが

できるよう，口径並びに内部流体の

圧力及び温度に応じた簡便な接続方

式を用いる設計とする。⑧-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等に対処するために監視する

ことが必要なパラメータは，炉心損傷防

止対策及び格納容器破損防止対策等を成

功させるために必要な発電用原子炉施設

の状態を把握するためのパラメータと

し，計測する装置は「表 1 計測制御系

統施設の主要設備リスト」の「計測装

置」に示す重大事故等対処設備の他，フ

ィルタ装置水位（個数 2，計測範囲 180

～5500 mm），フィルタ装置圧力（個数

1，計測範囲 0～1 MPa），フィルタ装置

スクラビング水温度（個数 1，計測範囲

0～300 ℃），フィルタ装置入口水素濃

度（個数 2，計測範囲 0～100 ％），残

留熱除去系海水系系統流量（個数 2，計

測範囲 0～550 L/s），緊急用海水系流

量（残留熱除去系熱交換器）（個数 1，

計測範囲 0～800 m3/h），緊急用海水系

流量（残留熱除去系補機）（個数 1，計

測範囲 0～50 m3/h），常設高圧代替注

水系ポンプ吐出圧力（個数 1，計測範囲

0～10 MPa），常設低圧代替注水系ポン

プ吐出圧力（個数 2，計測範囲 0～5 

MPa），代替循環冷却系ポンプ吐出圧力

（個数 2，計測範囲 0～5 MPa），原子炉

隔離時冷却系ポンプ吐出圧力（個数 1，

計測範囲 0～10 MPa），高圧炉心スプレ

イ系ポンプ吐出圧力（個数 1，計測範囲

0～10 MPa），残留熱除去系ポンプ吐出

圧力（個数 3，計測範囲 0～4 MPa），低

圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力（個数

1，計測範囲 0～4 MPa），静的触媒式水

素再結合器動作監視装置（個数 4，計測

範囲 0～300 ℃）とする。 

 

 

 

 

⑧-1（P35 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧-2（P35 から） 

 

 

 

 

 

 

⑨-1（P35 から） 

⑨-2（P36 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③(P5)から 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉は別表対象の

パラメータを要目表

に記載し，要目表対

象外のパラメータを

基本設計方針に記載

している。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

（以下同じ） 

㉓(P35)から 

㉔(P35)から 

2290



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十七条 （計装設備）（22 / 111） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の

重大事故等に対処するために監視する

ことが必要なパラメータを把握する設

備の詳細設計方針 

 

第 2 章 個別項目の「「1.2.1 使用

済燃料の貯蔵施設」の「1.2.1.10 監

視設備」に用いる一部のパラメータの

監視及び可搬型重要計器の冷却に必要

な可搬型計測ユニット，可搬型監視ユ

ニット，可搬型空冷ユニット，可搬型

計測ユニット用空気圧縮機及びけん引

車を重大事故等対処設備として設ける

設計とする。①-23 

 

 

 

 

 

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カ

メラ（個数 6）は，重大事故等が発生し

た場合において，赤外線機能により燃

料貯蔵プール等の状態を監視できる設

計とする。①-24 

 

主要パラメータを計測するために必

要な設備のうち可搬型重要計器及び可

搬型重要代替計器の電源は，重大事故

等が発生した場合において，乾電池，

充電池又は第 2章 個別項目の「7.1.1 

電気設備」の「7.1.1.9 代替電源設

備」の使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設可搬型発電機から給電する設計

とする。①-25 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の可搬

型重要計器には，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機から可

搬型計測ユニットを介して電源を給電

する設計とする。①-26 

 

パラメータの計測に必要な圧縮空気

は，可搬型計測ユニット用空気圧縮機

から空気を供給する設計とする。①-27 

 

 

 

 

 

 

 

第５表のうち「1.5 使用済燃料貯蔵

槽の冷却等のための手順等」に用いる

一部のパラメータの監視及び可搬型重

要計器の冷却に必要な可搬型計測ユニ

ット，可搬型監視ユニット，可搬型空

冷ユニット，可搬型計測ユニット用空

気圧縮機及びけん引車を重大事故等対

処設備として配備する。可搬型計測ユ

ニット，可搬型監視ユニット，可搬型

空冷ユニット，可搬型計測ユニット用

空気圧縮機及びけん引車は，外部保管

エリアに保管し，対策時はけん引車に

より使用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍

の屋外に設置し使用する。①-23 

 

 

 

 

 

 

主要パラメータを計測するために必

要な設備のうち可搬型重要計器及び可

搬型重要代替計器の電源は，重大事故

等が発生した場合において，乾電池，

充電池又は「ヘ．(４)(ⅰ)(ａ)計測制

御装置」の情報把握計装設備可搬型発

電機，「リ．(１)(ⅰ)(ｂ)(ロ)１)代替

電源設備」の前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電

機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬

型発電機，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設可搬型発電機から給電する

設計とする。【①－25】 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の可搬

型重要計器には，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機から可

搬型計測ユニットを介して電源を給電

する設計とする。①-26  

パラメータの計測に必要な圧縮空気

は，可搬型計測ユニット用空気圧縮

機，「リ．(１)(ⅱ)圧縮空気設備」SA

の安全圧縮空気系，一般圧縮空気系及

び可搬型空気圧縮機から空気を供給す

る設計とする。①-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

重大事故等時に使用済燃料プールの監

視設備として，使用済燃料プール水位・

温度（ＳＡ広域），使用済燃料プール温

度（ＳＡ）を設け，想定される重大事故

等により変動する可能性のある範囲にわ

たり測定可能な設計とする。また，計測

結果は中央制御室に表示し，記録及び保

存できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料プール監視カメラ（個数

1）は，想定される重大事故等時におい

て赤外線機能により使用済燃料プールの

状況が把握できる設計とする。 

 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広

域），使用済燃料プール温度（ＳＡ）及

び使用済燃料プール監視カメラは，常設

代替直流電源設備又は可搬型代替直流電

源設備から給電が可能な設計とする。 

 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置の電源は，非常

用交流電源設備又は非常用直流電源設備

の喪失等により計器電源が喪失した場合

において，代替電源設備として常設代替

交流電源設備，可搬型代替交流電源設

備，所内常設直流電源設備，常設代替直

流電源設備又は可搬型代替直流電源設備

を使用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-25（P13 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-26（P14 から） 

 

 

 

①-27（P14 から） 

 

 

⑩(P24)から 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更

許可の記載を踏襲し，

設備構成について記載

した。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設とも

に重大事故等の発生要因

に応じて対処に有効な電

源設備を使用する設計方

針は同様であるが，再処

理施設の重大事故対策手

段に応じた電源を使用す

るため，設備構成が異な

る。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，パラ

メータの計測に必要な圧

縮空気の供給について記

載した。 

⑨(P11)へ 

【許可からの変更点】 

基本設計方針対象設備であり，基本設計方針の中で仕様を

示す必要があるため。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

ける設計とする」に修正。 

【「等」の解説 】 

「燃料貯蔵プール等」の

指す内容は，第 42 条

（使用済燃料貯蔵槽の冷

却塔のための設備）の基

本設計方針「１．使用済

燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設」で示すため当該

箇所では許可の記載を用

いた。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

「1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却

等のための手順等」については，

事業変更許可申請書の表記のた

め，設工認として記載を適正化し

た。 

㉕(P13)から 

㉖(P14)から 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書は，技術的能力

に係る審査基準を踏まえた設備の運

用説明として記載したため，基本設

計方針として適正化を図る。 
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可搬型計測ユニットは，パラメータ

の計測に必要な圧縮空気及び可搬型空

冷ユニットに必要な圧縮空気を供給す

る機能を有する設計とする。可搬型計

測ユニットにおいて必要な圧縮空気

は，可搬型計測ユニット用空気圧縮機

から供給する設計とする。①-28 

可搬型監視ユニットは，可搬型重要

計器で計測する燃料貯蔵プール等水

温，燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵

プール等空間線量率及び燃料貯蔵プー

ル等状態（監視カメラ）のパラメータ

をユニット内で監視可能な機能を有す

る設計とする。また，可搬型監視ユニ

ットには，第 2章 個別項目の「4.3 

制御室」の「4.3.1 計測制御装置」計

測制御装置の使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報収集装置を搭載可能な

設計とする。①-29 

 

可搬型空冷ユニットは，可搬型計測

ユニットから供給される圧縮空気を冷

却する機能を有する設計とする。冷却

した圧縮空気は，燃料貯蔵プール等空

間線量率及び燃料貯蔵プール等状態

（監視カメラ）を計測する可搬型重要

計器に供給することで，崩壊熱による

使用済燃料貯蔵槽の水の温度上昇及び

沸騰による使用済燃料貯蔵槽周辺の温

度及び湿度の上昇を考慮しても，可搬

型重要計器の機能を損なわない設計と

する。①-30 

 

また，可搬型計測ユニット，可搬型

監視ユニット，可搬型空冷ユニットに

必要な電源は，第 2章 個別項目の

「7.1.1 電気設備」の「7.1.1.9 代

替電源設備」の使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機から供給

する設計とする。①-31 

 

可搬型計測ユニット，可搬型監視ユ

ニット，可搬型空冷ユニット，可搬型

計測ユニット用空気圧縮機及び第 2章 

個別項目の「7.1.1 電気設備」の

「7.1.1.9 代替電源設備」の使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発

電機は，けん引車にて設置場所までけ

ん引可能な設計とするとともに，けん

引車を重大事故等対処設備として設け

る設計とする。①-32,32-1 

可搬型計測ユニットは，パラメータ

の計測に必要な圧縮空気及び可搬型空

冷ユニットに必要な圧縮空気を供給す

る機能を有する設計とする。可搬型計

測ユニットにおいて必要な圧縮空気

は，可搬型計測ユニット用空気圧縮機

から供給する設計とする。①-28 

可搬型監視ユニットは，可搬型重要

計器で計測する燃料貯蔵プール等水

温，燃料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵

プール等空間線量率及び燃料貯蔵プー

ル等状態（監視カメラ）のパラメータ

をユニット内で監視可能な機能を有す

る設計とする。また，可搬型監視ユニ

ットには，「ヘ．(４)(ⅰ)(ａ)計測制

御装置」の使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋可搬型情報収集装置を搭載可能な設

計とする。①-29 

 

 

可搬型空冷ユニットは，可搬型計測

ユニットから供給される圧縮空気を冷

却する機能を有する設計とする。冷却

した圧縮空気は，燃料貯蔵プール等空

間線量率及び燃料貯蔵プール等状態

（監視カメラ）を計測する可搬型重要

計器に供給することで，崩壊熱による

使用済燃料貯蔵槽の水の温度上昇及び

沸騰による使用済燃料貯蔵槽周辺の温

度及び湿度の上昇を考慮しても，可搬

型重要計器の機能を損なわない設計と

する。①-30 

 

また，可搬型計測ユニット，可搬型

監視ユニット，可搬型空冷ユニットに

必要な電源は，「リ．(１)(ⅰ)(ｂ) 

(ロ)１)代替電源設備」使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機か

ら供給する設計とする。①-31 

 

 

「リ．(１)(ⅰ)(ｂ)(ロ)１)代替電源

設備」の使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設可搬型発電機は，けん引車に

て設置場所までけん引可能な設計とす

る。①-32-1 

 

可搬型計測ユニット，可搬型監視ユ

ニット，可搬型空冷ユニット及び可搬

型計測ユニット用空気圧縮機の系統構

成を第 197 図に示す。□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型計測ユニット，可搬型監視

ユニット，可搬型空冷ユニット，可

搬型計測ユニット用空気圧縮機，及

び「9.2 電気設備」使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機は，けん引車にて設置場所までけ

ん引可能な設計とするとともに，け

ん引車を重大事故等対処設備として

配備する。①-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料プール監視カメラの耐環境

性向上のため，使用済燃料プール監視カ

メラ用空冷装置（個数 1，容量 500L/min

以上）を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料プール監視カメラ用空冷装

置は，常設代替交流電源設備又は可搬型

代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。 

 

 

 

 

重大事故等が発生し，当該重大事故等

に対処するために監視することが必要な

パラメータとして，使用済燃料プールの

監視に必要なパラメータを計測する装置

を設ける設計とする。 

 

重大事故等が発生し，計測機器（非常

用のものを含む。）の故障により，当該

重大事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを計測することが

困難となった場合において，当該パラメ

ータを推定するために必要なパラメータ

を計測する設備を設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-32（P49 から） 

①(P4)へ 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，可搬

型監視ユニットによる監

視機能に関する設計方針

について記載した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，けん

引車にて設置場所までけ

ん引可能な設計とするこ

とを記載した。 ②(P4)へ 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

・発電炉，再処理施設ともに耐

環境性向上のための設備を設け

る方針は同様であるが，再処理

施設の重大事故対策手段に応じ

た構成とするため，設備構成が

異なる。 

・再処理施設では，重大事故等

対処設備の個数の設計方針とし

て各 SA 設備条文に展開すること

と整理しているため，個数は P26

に記載する。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設とも

に耐環境性向上のための

設備を設ける方針は同様

であるが，設備構成が異

なる。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

ける設計とする」に修正。 

㊽(P49)から 
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常設重要計器，常設重要代替計器，

可搬型重要計器及び可搬型重要代替計

器は，重大事故等における条件におい

て，その機能を確実に発揮できる設計

とする。⑦-38,1,4,5,6,7,8,9,10,11, 

12,13,14,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等に対処するために監視する

ことが必要なパラメータは，炉心損傷防

止対策及び格納容器破損防止対策等を成

功させるために必要な発電用原子炉施設

の状態を把握するためのパラメータと

し，計測する装置は「表 1 核燃料物質

の取扱施設及び貯蔵施設の主要設備リス

ト」の「使用済燃料貯蔵槽の温度，水位

及び漏えいを監視する装置」に示す重大

事故等対処設備の他，使用済燃料プール

監視カメラ（個数 1）とする。 

 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置は，設計基準事

故等に想定される変動範囲の 大値を考

慮し，適切に対応するための計測範囲を

有する設計とするとともに，重大事故等

が発生し，当該重大事故等に対処するた

めに監視することが必要なパラメータの

計測が困難となった場合に，代替パラメ

ータにより推定ができる設計とする。 

 

また，重大事故等時に設計基準を超え

る状態における発電用原子炉施設の状態

を把握するための能力（計測可能範囲）

を明確にするとともに，パラメータの計

測が困難となった場合の代替パラメータ

による推定等，複数のパラメータの中か

ら確からしさを考慮した優先順位を保安

規定に定めて管理する。 

 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置の電源は，非常

用交流電源設備又は非常用直流電源設備

の喪失等により計器電源が喪失した場合

において，代替電源設備として常設代替

交流電源設備，可搬型代替交流電源設

備，所内常設直流電源設備，常設代替直

流電源設備又は可搬型代替直流電源設備

を使用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-1（P19） 

⑦-38（P19） 

⑦-4～15

（P20,P26,P27） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪(P26)へ 

⑤(P8)へ 

⑩(P22)へ 

⑥(P8)へ 

⑤(P11)へ 

【許可からの変更点】 

本文章は「環境条件」に関わる設計

方針であり、事業指定基準規則第 33

条重大事故等対象設備の設計方針で

記載している主旨に包絡されている

ことから、当該記載は基本設計方針

へは展開せず、⑦-1～15 で詳細を展

開する。 
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計測制御設備の燃料貯蔵プール等水

位（超音波式，メジャー），燃料貯蔵

プール等水温（サーミスタ）及び燃料

貯蔵プール等空間線量率（半導体検出

器（携行型））のパラメータを計測す

る可搬型重要計器は，共通要因によっ

て設計基準対象の施設の計測制御設備

と同時にその機能が損なわれるおそれ

がないように，設計基準対象の施設の

計測制御設備が設置される建屋から 100

ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管

エリアに保管するとともに，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋にも保管すること

で位置的分散を図る設計とする。使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管する

場合は設計基準対象の施設の計測制御

設備が設置される場所と異なる場所に

保管することで位置的分散を図る設計

とする。④-5 

計測制御設備の可搬型計測ユニッ

ト，可搬型監視ユニット，可搬型空冷

ユニット，可搬型計測ユニット用空気

圧縮機，けん引車，燃料貯蔵プール等

水位（電波式，エアパージ式），燃料

貯蔵プール等水温（測温抵抗体），代

替注水設備流量，スプレイ設備流量，

燃料貯蔵プール等空間線量率（半導体

検出器（パラメータ伝送型）），燃料

貯蔵プール等状態（監視カメラ）のパ

ラメータを計測する可搬型重要計器

は，共通要因によって設計基準対象の

施設の計測制御設備と同時にその機能

が損なわれるおそれがないように，故

障時バックアップを含めて必要な数量

を設計基準対象の施設の計測制御設備

が設置される建屋から 100ｍ以上の離隔

距離を確保した複数の外部保管エリア

に分散して保管することで位置的分散

を図る設計とする。④-6 

 

屋外に保管するけん引車は，竜巻に

より飛来物とならないよう必要に応じ

て固縛等の措置をとることで他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

⑤-4 

 

計測制御設備の可搬型重要計器は，

重大事故等の対処に必要なパラメータ

を計測するために必要な計測範囲を有

する設計とする。保有数は，必要数を

確保するとともに，予備として故障時

計装設備の燃料貯蔵プール等水位（超

音波式，メジャー），燃料貯蔵プール

等水温（サーミスタ）及び燃料貯蔵プ

ール等空間線量率（半導体検出器（携

行型））のパラメータを計測する可搬

型重要計器は，設計基準対象の施設の

計測制御設備と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがない

ように，設計基準対象の施設の計測制

御設備が設置される建屋から 100ｍ以上

の離隔距離を確保した外部保管エリア

に保管するとともに，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋にも保管することで位置

的分散を図る。使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋内に保管する場合は設計基準対

象の施設の計測制御設備が設置される

場所と異なる場所に保管することで位

置的分散を図る。④-5 

 

計装設備の可搬型計測ユニット，可搬

型監視ユニット，可搬型空冷ユニッ

ト，可搬型計測ユニット用空気圧縮

機，けん引車，燃料貯蔵プール等水位

（電波式，エアパージ式），燃料貯蔵

プール等水温（測温抵抗体），代替注

水設備流量，スプレイ設備流量，燃料

貯蔵プール等空間線量率（半導体検出

器（パラメータ伝送型）），燃料貯蔵

プール等状態（監視カメラ）のパラメ

ータを計測する可搬型重要計器は，設

計基準対象の施設の計測制御設備と共

通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないように，故障時バ

ックアップを含めて必要な数量を設計

基準対象の施設の計測制御設備が設置

される建屋から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した複数の外部保管エリアに分散

して保管することで位置的分散を図

る。④-6 

 

屋外に保管するけん引車は，竜巻に

より飛来物とならないよう必要に応じ

て固縛等の措置をとることで他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

⑤-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬型

重要代替計器は，重大事故等の対処に必

要なパラメータを計測するために必要な

計測範囲を有する設計とする。保有数

は，必要数を確保するとともに，予備と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-5（P31 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-6（P31 から） 

 

 

 

 

 

⑤-4（P32 から） 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため

「設計とする」に修正。 

（以下同じ） 

【「等」の解説 】 

「固縛等」とは設備を固

定する手段の総称として

示した記載であることか

ら許可の記載を用いた。 

（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

（以下同じ） 

㉗(P31)から 

㉘(P32)から 

⑱(P32)から 
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及び保守点検による待機除外時のバッ

クアップを必要数以上確保する設計と

する。【⑥-5】また，可搬型空冷ユニ

ットＡ～Ｅ，可搬型計測ユニット，可

搬型監視ユニット，可搬型計測ユニッ

ト用空気圧縮機及びけん引車の保有数

は，それぞれ必要数として１台，予備

として故障時及び待機除外時のバック

アップを２台の合計３台確保する設計

とする。①-36 

 

 

 

計測制御設備の燃料貯蔵プール等空

間線量率及び燃料貯蔵プール等状態

（監視カメラ）を計測する可搬型重要

計器は，可搬型計測ユニット，可搬型

監視ユニット，可搬型空冷ユニット及

び可搬型計測ユニット用空気圧縮機に

より冷却した圧縮空気を供給すること

で使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環

境温度，湿度を考慮しても重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。⑦-9,38 

 

計測制御設備の可搬型重要計器（燃

料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール

等水温，燃料貯蔵プール等空間線量率

のパラメータを計測する可搬型重要計

器）は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる第 1保管庫・貯水所，第 2

保管庫・貯水所及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風）等

により重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。 

⑦-10,38 

 

計測制御設備の可搬型重要計器（代

替注水設備流量，スプレイ設備流量，

燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）

のパラメータを計測する可搬型重要計

器）は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる第 1保管庫・貯水所及び第 2

保管庫・貯水所に保管し，風（台風）

等により重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。⑦-

11,38 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる計測制御設備の可搬型重要

計器は，地震を要因とする重大事故等

に対する施設の耐震設計に基づく設計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備の燃料貯蔵プール等空間線量

率及び燃料貯蔵プール等状態（監視カ

メラ）を計測する可搬型重要計器は，

可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニ

ット，可搬型空冷ユニット及び可搬型

計測ユニット用空気圧縮機により冷却

した圧縮空気を供給することで使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温度，

湿度を考慮しても機能を損なわない設

計とする。⑦-9 

 

 

計装設備の可搬型重要計器（燃料貯

蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等水

温，燃料貯蔵プール等空間線量率，代

替注水設備流量，スプレイ設備流量，

燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）

のパラメータを計測する可搬型重要計

器を含む。）及び可搬型重要代替計器

は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，制

御建屋，第１保管庫・貯水所，第２保

管庫・貯水所及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に保管し，風（台風）等によ

り機能を損なわない設計とする。 

⑦-10,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

して故障時及び保守点検による待機除外

時のバックアップを必要数以上確保す

る。⑥-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に

対処に用いる計装設備の可搬型重要

計器及び可搬型重要代替計器は，

「1.7.18(５)地震を要因とする重大

重大事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータは，炉心損傷防止

対策及び格納容器破損防止対策等を成功

させるために必要な発電用原子炉施設の

状態を把握するためのパラメータとし，

計測する装置は「表 1 核燃料物質の取

扱施設及び貯蔵施設の主要設備リスト」

の「使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び

漏えいを監視する装置」に示す重大事故

等対処設備の他，使用済燃料プール監視

カメラ（個数 1）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-5（P32 から） 

 

 

 

 

 

 

 

①-36（P39 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-9（P33 から） 

⑦-38（P23 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-10（P33 から） 

⑦-38（P23 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-11（P33 から） 

⑦-38（P23 から） 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

計とする」に修正。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理ともに仕様表対象

設備は主要設備リストの中で示す

方針，基本設計方針対象設備は基

本設計方針の中で仕様を示す方針

は同様であるが，再処理施設で

は，重大事故等対処設備の個数の

設計方針として各 SA 設備条文に

展開することと整理しているた

め，個数は本頁に記載する。 

また，「使用済燃料プール監視カ

メラ」については，「①-24」に

て記載している。 

⑪(P24)から 

【許可からの変更点】 

可搬型空冷ユニット

Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄ,Ｅ，可搬

型計測ユニット，可搬

型監視ユニット，可搬

型計測ユニット用空気

圧縮機及びけん引車に

ついて，それぞれ数量

が同様であるため，記

載を統一した。 
 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

（以下同じ） 

㉙(P33)から 

⑳(P33)から 

㉑(P34)から 
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とすることで重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。⑦-

12,38 

 

計測制御設備の可搬型重要計器（燃

料貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール

等水温，燃料貯蔵プール等空間線量率

のパラメータを計測する可搬型重要計

器を含む。）は，溢水量及び化学薬品

の漏えい量を考慮し，影響を受けない

高さへの保管，被水防護及び被液防護

する設計とする。⑦-13,38 

 

計測制御設備の可搬型重要計器は，

内部発生飛散物の影響を考慮し，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋及び外部保管

エリアの内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に保管することにより，重大

事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計する。⑦-14,38 

 

 

 

 

計測制御設備の可搬型重要計器は，

想定される重大事故等が発生した場合

においても操作に支障がないように，

線量率の高くなるおそれの少ない場所

を選定することで操作可能な設計とす

る。⑦-16,38 

 

 

計測制御設備の可搬型重要計器と情

報把握計装設備又はその他の重大事故

等対処設備との接続は，ネジ接続，コ

ネクタ接続又はより簡便な接続方式を

用いる設計とする。⑧-3 

 

 

 

計測制御設備の可搬型重要計器（燃料

貯蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等

水温，代替注水設備流量，スプレイ設

備流量，燃料貯蔵プール等空間線量

率，燃料貯蔵プール等状態（監視カメ

ラ）のパラメータを計測する可搬型重

要計器），可搬型重要代替計器及び可

搬型計測ユニット，可搬型監視ユニッ

ト，可搬型空冷ユニット，可搬型計測

ユニット用空気圧縮機は，通常時にお

いて，重大事故等への対処に必要な機

 

 

 

 

計装設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵

プール等水位，燃料貯蔵プール等水

温，燃料貯蔵プール等空間線量率のパ

ラメータを計測する可搬型重要計器を

含む。）及び可搬型重要代替計器は，

溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの保管，被

水防護及び被液防護する設計とする。

⑦-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵

プール等水位，燃料貯蔵プール等水

温，代替注水設備流量，スプレイ設備

流量，燃料貯蔵プール等空間線量率，

燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）

のパラメータを計測する可搬型重要計

器を含む。），可搬型重要代替計器及

び可搬型計測ユニット，可搬型監視ユ

ニット，可搬型空冷ユニット，可搬型

計測ユニット用空気圧縮機は，模擬入

力による機能，性能の確認及び校正並

事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とすることでその機能を

損なわない設計とする。⑦-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可

搬型重要代替計器は，内部発生飛散

物の影響を考慮し，前処理建屋，分

離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液

ガラス固化建屋，制御建屋，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋及び外部保管

エリアの内部発生飛散物の影響を受

けない場所に保管することにより，

機能を損なわない設計する。⑦-14 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可

搬型重要代替計器は，想定される重

大事故等が発生した場合においても

操作に支障がないように，線量率の

高くなるおそれの少ない場所を選定

することで操作可能な設計とする。

⑦-16 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可

搬型重要代替計器と

「6.2.5.4.1(１) i) 情報把握計装

設備」，「6.2.5.4.2(１) i) 情報

把握計装設備」又はその他の重大事

故等対処設備との接続は，ネジ接

続，コネクタ接続又はより簡便な接

続方式を用いる設計とする。⑧-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-12（P34 から） 

⑦-38（P23 から） 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-13（P34 から） 

⑦-38（P23 から） 

 

 

 

 

 

 

⑦-14（P34 から） 

⑦-38（P23 から） 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-16（P35 から） 

⑦-38（P23 から） 

 

 

 

 

 

 

⑧-3（P35 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

（以下同じ） 

㉚(P34)から 

㉑(P34)から 

㉒(P35)から 

㉓(P35)から 

㉔(P35)から 
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能を確認するため，模擬入力による機

能，性能の確認及び校正並びに外観の

確認が可能な設計とする。また，当該

機能を健全に維持するため，取替え，

保修等が可能な設計とする。⑨-4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

びに外観の確認が可能な設計とする。

⑨-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (３) 再処理施設への故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムが

発生した場合において必要な情報を

把握し記録する設備の設計方針 

再処理施設は，再処理施設への故

意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムが発生した場合におい

て，中央制御室及び緊急時対策所で

必要な情報を把握するために，重大

事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを把握する設

備及び再処理施設への故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズム

が発生した場合において必要な情報

を把握し記録する設備を設ける設計

とする。②-1 

 

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備及び再処理施設への故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合において必要

な情報を把握し記録する設備は，共

通要因によって中央制御室と緊急時

対策所が同時に必要な情報を把握し

記録する機能が損なわれない設計と

する。③-1 

 

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備は，再処理施設への故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合においても当

該事象に対処するために把握するこ

とが必要なパラメータを計測する設

計とする。◇1  

 

再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発

生した場合において必要な情報を把

握し記録する設備は，

「6.2.5.4.1(１) 計測制御装

置」，「6.2.5.4.2(１) 計測制御

装置」の監視制御盤，安全系監視制

御盤及び情報把握計装設備，

「9.16.2.4(２)ｅ．緊急時対策建屋

情報把握設備」のデータ収集装置，

データ表示装置，情報収集装置及び

情報表示装置を兼用する設計とす

る。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-4（P35 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-1（P37 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③-1（P37 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

置する設計とする」に修

正。 

㉛(P37)へ 
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再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発

生した場合の必要な情報の把握及び

記録は，重大事故等に対処するため

に監視することが必要なパラメータ

を把握する設備,「6.2.5.4.1(１) 

計測制御装置」，「6.2.5.4.2(１) 

計測制御装置」の監視制御盤，安全

系監視制御盤及び情報把握計装設

備，「9.16.2.4(２)ｅ．緊急時対策

建屋情報把握設備」のデータ収集装

置，データ表示装置，情報収集装置

及び情報表示装置が有する監視及び

記録機能を使用することで，再処理

施設への故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムが発生した場

合においても必要な情報として把握

するパラメータの把握及び記録が中

央制御室及び緊急時対策所において

可能な設計とする。◇4  

 

中央制御室及び緊急時対策所へ伝

送するパラメータは，第 6.2.1－１

表に示す。◇5  
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計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器は，設計基準対象の施

設の計測制御設備と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれが

ないように，故障時バックアップを含

めて必要な数量を設計基準対象の施設

の計測制御設備が設置される建屋から

100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の

外部保管エリアに分散して保管するこ

とで位置的分散を図る。または，設計

基準対象の施設の計測制御設備が設置

される建屋から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した外部保管エリアに保管すると

ともに，前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及

び制御建屋にも保管することで位置的

分散を図る。前処理建屋，分離建屋，

(４)  重大事故等対処施設に関する設

計方針 

ａ．多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18 

(１)ａ．多様性，位置的分散」に示

す。◇1  

計装設備の重要代替監視パラメータ

は，重要監視パラメータと共通要因

によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，異なる物理量

の計測又は計測方式により換算表等

を用いて推定することで，重要監視

パラメータに対して可能な限り多様

性を有する設計とする。④-1 

 

計装設備の重要代替監視パラメータ

は，重要監視パラメータと共通要因

によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，重要監視パラ

メータを計測する箇所と異なる箇所

で計測することにより，重要監視パ

ラメータと可能な限り位置的分散を

図る設計とする。④-2 

 

内的事象を要因として発生した場合

に対処に用いる計装設備の常設重要

計器及び常設重要代替計器は，地震

等により機能が損なわれる場合，代

替設備による機能の確保により機能

を維持する設計とする。④-13 

また，必要に応じて関連する工程を

停止する等の手順を整備する。◇3  

 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器は，設計基準対象の

施設の計測制御設備と共通要因によ

って同時にその機能が損なわれるお

それがないように，故障時バックア

ップを含めて必要な数量を設計基準

対象の施設の計測制御設備が設置さ

れる建屋から 100ｍ以上の離隔距離

を確保した複数の外部保管エリアに

分散して保管することで位置的分散

を図る。または，設計基準対象の施

設の計測制御設備が設置される建屋

から 100ｍ以上の離隔距離を確保し

た外部保管エリアに保管するととも

に，前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋

及び制御建屋にも保管することで位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-1（P18 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-2（P18 へ） 

 

 

 

 

 

 

④－13（P18 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に記載

した「換算表等」は，推定

手段の多段的な展開方針を

示したものであり，現在の

設計に基づく推定手段と整

合を図る。 

⑮(P18)へ 

⑯(P18)へ 
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精製建屋，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋及び制御建屋内に保管する場合は設

計基準対象の施設の計測制御設備が設

置される場所と異なる場所に保管する

ことで位置的分散を図る。④-4 

 

 

 

計装設備の燃料貯蔵プール等水位

（超音波式，メジャー），燃料貯蔵プ

ール等水温（サーミスタ）及び燃料貯

蔵プール等空間線量率（半導体検出器

（携行型））のパラメータを計測する

可搬型重要計器は，設計基準対象の施

設の計測制御設備と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれが

ないように，設計基準対象の施設の計

測制御設備が設置される建屋から 100ｍ

以上の離隔距離を確保した外部保管エ

リアに保管するとともに，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋にも保管することで

位置的分散を図る。使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋内に保管する場合は設計

基準対象の施設の計測制御設備が設置

される場所と異なる場所に保管するこ

とで位置的分散を図る。④-5 

 

 

計装設備の可搬型計測ユニット，可

搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニッ

ト，可搬型計測ユニット用空気圧縮

機，けん引車，燃料貯蔵プール等水位

（電波式，エアパージ式），燃料貯蔵

プール等水温（測温抵抗体），代替注

水設備流量，スプレイ設備流量，燃料

貯蔵プール等空間線量率（半導体検出

器（パラメータ伝送型）），燃料貯蔵

プール等状態（監視カメラ）のパラメ

ータを計測する可搬型重要計器は，設

計基準対象の施設の計測制御設備と共

通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないように，故障時バ

ックアップを含めて必要な数量を設計

基準対象の施設の計測制御設備が設置

される建屋から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した複数の外部保管エリアに分散

して保管することで位置的分散を図

る。④-6 

 

 

置的分散を図る。前処理建屋，分離

建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋及び制御建屋内に保管

する場合は設計基準対象の施設の計

測制御設備が設置される場所と異な

る場所に保管することで位置的分散

を図る。◇1  

 

計装設備の燃料貯蔵プール等水位

（超音波式，メジャー），燃料貯蔵

プール等水温（サーミスタ）及び燃

料貯蔵プール等空間線量率（半導体

検出器（携行型））のパラメータを

計測する可搬型重要計器は，設計基

準対象の施設の計測制御設備と共通

要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないように，設計基

準対象の施設の計測制御設備が設置

される建屋から 100ｍ以上の離隔距

離を確保した外部保管エリアに保管

するとともに，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋にも保管することで位置的

分散を図る。使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋内に保管する場合は設計基準

対象の施設の計測制御設備が設置さ

れる場所と異なる場所に保管するこ

とで位置的分散を図る。◇1  

 

計装設備の可搬型計測ユニット，可

搬型監視ユニット，可搬型空冷ユニ

ット，可搬型計測ユニット用空気圧

縮機，けん引車，燃料貯蔵プール等

水位（電波式，エアパージ式），燃

料貯蔵プール等水温（測温抵抗

体），代替注水設備流量，スプレイ

設備流量，燃料貯蔵プール等空間線

量率（半導体検出器（パラメータ伝

送型）），燃料貯蔵プール等状態

（監視カメラ）のパラメータを計測

する可搬型重要計器は，設計基準対

象の施設の計測制御設備と共通要因

によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないように，故障時バッ

クアップを含めて必要な数量を設計

基準対象の施設の計測制御設備が設

置される建屋から 100ｍ以上の離隔

距離を確保した複数の外部保管エリ

アに分散して保管することで位置的

分散を図る。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-4（P18 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-5（P25 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-6（P25 へ） 
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計装設備の常設重要計器及び常設重

要代替計器は，安全機能を有する施設

として使用する場合と同じ系統構成で

重大事故等対処設備として使用するこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。⑤-3 

 

屋外に保管するけん引車は，竜巻に

より飛来物とならないよう必要に応じ

て固縛等の措置をとることで他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

⑤-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｂ．悪影響防止 

   基本方針については，「1.7.18 

(１)ｂ．悪影響防止」に示す。◇1  

   計装設備の常設重要計器及び常設

重要代替計器は，安全機能を有する

施設として使用する場合と同様に重

大事故等対処設備として使用するこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。◇1  

 

屋外に保管するけん引車は，竜巻

により飛来物とならないよう必要に

応じて固縛等の措置をとることで他

の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。◇1  

 

 ｃ．個数・容量 

   基本方針については，「1.7.18 

(２)個数及び容量」に示す。◇1  

計装設備の常設重要計器及び常設重

要代替計器の一部は，重大事故等の

対処に必要なパラメータを計測する

ために必要な計測範囲を有する設計

とする。また，設計基準対象の施設

の計測制御設備が計測範囲を超過し

た場合は，可搬型重要計器又は可搬

型重要代替計器にて必要なパラメー

タを計測する設計とする。⑥-2 

 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器は，重大事故等の対

処に必要なパラメータを計測するた

めに必要な計測範囲を有する設計と

する。保有数は，必要数を確保する

とともに，予備として故障時及び保

守点検による待機除外時のバックア

ップを必要数以上確保する。 

⑥-3,5 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する計装

設備の可搬型重要計器は，再処理施

設及びＭＯＸ燃料加工施設における

重大事故等対処に同時に対処するこ

とを考慮した計測範囲及び個数を有

することで，共用によって重大事故

等時の対処に影響を及ぼさない設計

とする。保有数は，必要数を確保す

るとともに，予備として故障時及び

保守点検による待機除外時のバック

アップを必要数以上確保する。 

⑥-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-3（P18 へ） 

 

 

 

 

 

 

⑤-4（P25 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-2（P19 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-3（P19 へ） 

⑥-5（P26 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-4（P19 へ） 

【許可からの変更点】 

対象設備について明確化

した。 

⑰(P32)から 

㉘(P25)へ 

⑱(P19，26)へ 
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計装設備の常設重要計器及び常設重

要代替計器は，外部からの衝撃による

損傷を防止できる前処理建屋及び精製

建屋に設置し，風（台風）等により機

能を損なわない設計とする。⑦-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備の燃料貯蔵プール等空間線

量率及び燃料貯蔵プール等状態（監視

カメラ）を計測する可搬型重要計器

は，可搬型計測ユニット，可搬型監視

ユニット，可搬型空冷ユニット及び可

搬型計測ユニット用空気圧縮機により

冷却した圧縮空気を供給することで使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境温

度，湿度を考慮しても機能を損なわな

い設計とする。⑦-9 

 

 

 

 

 

計装設備の可搬型重要計器（燃料貯

蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等水

温，燃料貯蔵プール等空間線量率，代

替注水設備流量，スプレイ設備流量，

燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）

のパラメータを計測する可搬型重要計

器を含む。）及び可搬型重要代替計器

は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，制

御建屋，第１保管庫・貯水所，第２保

管庫・貯水所及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に保管し，風（台風）等によ

り機能を損なわない設計とする。 

⑦-4,10,11 

 

 ｄ．環境条件等 

   基本方針については，「1.7.18 

(３)ａ．環境条件」に示す。◇1  

計装設備の常設重要計器及び常設重

要代替計器は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる前処理建屋及び

精製建屋に設置し，風（台風）等に

より機能を損なわない設計とする。

◇1  

 

内的事象を要因として発生した場合

に対処に用いる計装設備の常設重要

計器及び常設重要代替計器は，地震

等により機能が損なわれる場合，代

替設備による機能の確保により機能

を維持する設計とする。◇1  

また，必要に応じて関連する工程を

停止する等の手順を整備する。◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備の常設重要計器及び常設重

要代替計器は，溢水量及び化学薬品

の漏えい量を考慮し，影響を受けな

い高さへの設置，被水防護及び被液

防護する設計とする。◇1  

 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる前処理建屋

及び精製建屋に保管し，風（台風）

等により機能を損なわない設計とす

る。◇1  

 

計装設備の燃料貯蔵プール等水位，

燃料貯蔵プール等水温及び燃料貯蔵

プール等空間線量率のパラメータを

計測する可搬型重要計器は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び第１

保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯

水所に保管し，風（台風）等により

機能を損なわない設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-1（P19 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-9（P26 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-4（P20 へ） 

⑦-10（P26 へ） 

⑲(P19)へ 

㉙(P26)へ 

⑳(P20，26)へ 
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計装設備の可搬型重要計器（燃料貯

蔵プール等水位，燃料貯蔵プール等水

温，燃料貯蔵プール等空間線量率のパ

ラメータを計測する可搬型重要計器を

含む。）及び可搬型重要代替計器は，

溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの保管，被

水防護及び被液防護する設計とする。

⑦-13 

 

 

 

 

 

 

計装設備の代替注水設備流量，スプ

レイ設備流量及び燃料貯蔵プール等

状態（監視カメラ）のパラメータを

計測する可搬型重要計器は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる第

１保管庫・貯水所及び第２保管庫・

貯水所に保管し，風（台風）等によ

り機能を損なわない設計とする。◇1  

 

 

 

計装設備の燃料貯蔵プール等空間線

量率及び燃料貯蔵プール等状態（監

視カメラ）を計測する可搬型重要計

器は，可搬型計測ユニット，可搬型

監視ユニット，可搬型空冷ユニット

及び可搬型計測ユニット用空気圧縮

機により冷却した圧縮空気を供給す

ることで使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋内の環境温度，湿度を考慮しても

機能を損なわない設計とする。◇1  

 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる計装設備の可搬型重要計

器及び可搬型重要代替計器は，

「1.7.18(５)地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とすることでその機能を

損なわない設計とする。⑦-5,12 

 

 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器は，溢水量及び化学

薬品の漏えい量を考慮し，影響を受

けない高さへの保管，被水防護及び

被液防護する設計とする。⑦-6 

計装設備の燃料貯蔵プール等水位，

燃料貯蔵プール等水温，燃料貯蔵プ

ール等空間線量率のパラメータを計

測する可搬型重要計器は，溢水量及

び化学薬品の漏えい量を考慮し，影

響を受けない高さへの保管，被水防

護及び被液防護する設計とする。◇1  

 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器は，内部発生飛散物

の影響を考慮し，前処理建屋，分離

建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋，制御建屋，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋及び外部保管エ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-11（P26 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-5（P20 へ） 

⑦-12（P26 へ） 

 

 

 

 

 

 

⑦-6（P20 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-13（P27 へ） 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の重

大事故等に対処する可搬型重要代

替計器は無いため，基本設計方針

に記載しない。 

㉑(P20，26)へ 

㉑(P20，27)へ 

㉚(P27)へ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型計測ユニット，可搬型監視ユ

ニット，可搬型空冷ユニット，可搬型

計測ユニット用空気圧縮機及びけん引

車は，積雪及び火山の影響に対して，

積雪に対しては除雪する手順を，火山

の影響（降下火砕物による積載荷重）

に対しては除灰及び屋内へ配備する手

順を整備する。□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備の常設重要計器及び常設重

要代替計器は，再処理施設の運転中又

は停止中に，模擬入力による機能，性

能の確認及び校正並びに外観の確認が

可能な設計とする。⑨-1 

 

計装設備の可搬型重要計器（燃料貯蔵

リアの内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に保管することにより，機

能を損なわない設計する。⑦-7,14 

 

可搬型計測ユニット，可搬型監視ユ

ニット，可搬型空冷ユニット，可搬

型計測ユニット用空気圧縮機及びけ

ん引車は，積雪及び火山の影響に対

して，積雪に対しては除雪する手順

を，火山の影響（降下火砕物による

積載荷重）に対しては除灰及び屋内

へ配備する手順を整備する。◇3  

 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器は，想定される重大

事故等が発生した場合においても操

作に支障がないように，線量率の高

くなるおそれの少ない場所を選定す

ることで操作可能な設計とする。 

⑦-8,16 

 ｅ．操作性の確保 

   基本方針については，「1.7.18 

(４)ａ．操作性の確保」に示す。◇1  

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器と「6.2.5.4.1(１) 

i) 情報把握計装設備」，

「6.2.5.4.2(１) i) 情報把握計装

設備」又はその他の重大事故等対処

設備との接続は，ネジ接続，コネク

タ接続又はより簡便な接続方式を用

いる設計とする。⑧-1,3 

計装設備の可搬型重要計器及び可搬

型重要代替計器と計装配管は，容易

かつ確実に接続でき，かつ，複数の

計装配管と相互に使用することがで

きるよう，口径並びに内部流体の圧

力及び温度に応じた簡便な接続方式

を用いる設計とする。⑧-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-7（P20 へ） 

⑦-14（P27 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-8（P20 へ） 

⑦-16（P27 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧-1（P20 へ） 

⑧-3（P27 へ） 

 

 

 

 

 

⑧-2（P21 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-1（P21 へ） 

 

 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書では，

冷却水，掃気用圧縮空気の

供給に兼用する計装配管へ

の考慮事項としての記載の

み，操作性に対する設計方

針として整合を図る。 

㉒(P20，27)へ 

㉓(P21，27)へ 

㉔(P21，27)へ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プール等水位，燃料貯蔵プール等水

温，代替注水設備流量，スプレイ設備

流量，燃料貯蔵プール等空間線量率，

燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）

のパラメータを計測する可搬型重要計

器を含む。），可搬型重要代替計器及

び可搬型計測ユニット，可搬型監視ユ

ニット，可搬型空冷ユニット，可搬型

計測ユニット用空気圧縮機は，模擬入

力による機能，性能の確認及び校正並

びに外観の確認が可能な設計とする。

⑨-2,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-2（P21 へ） 

⑨-1（P27 へ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
２ 再処理施設には、再処理

施設への故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズム

が発生した場合においても必

要な情報を把握できる設備が

設けられていなければならな

い。② 

 

３ 前項の設備は、共通要因

によって制御室と同時にその

機能が損なわれないものでな

ければならない。③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発生

した場合において必要な情報を把握し

記録する設備の設計方針 

再処理施設は，再処理施設への故意

による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合において，中央

制御室及び緊急時対策所で必要な情報

を把握するために，重大事故等に対処

するために監視することが必要なパラ

メータを把握する設備及び再処理施設

への故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムが発生した場合におい

て必要な情報を把握し記録する設備を

設置する設計とする。②-1,1-1 

 

 

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを把握する

設備及び再処理施設への故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムが

発生した場合において必要な情報を把

握し記録する設備は，共通要因によっ

て中央制御室と緊急時対策所が同時に

必要な情報を把握し記録する機能が損

なわれない設計とする。③-1,1-1,1-2 

 

 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監

視パラメータは，再処理施設への故意

による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合においても，当

該事象に対処するために把握すること

が必要なパラメータとして計測する設

計とする。②-2 

 

再処理施設への故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムが発生し

た場合において必要なパラメータを把

握し記録する設備として，常設重要計

器，常設重要代替計器，可搬型重要計

器及び可搬型重要代替計器を使用する

とともに，第 2章 個別項目の「4.3 

制御室」の「4.3.1 計測制御装置」の

情報把握計装設備，監視制御盤，安全

系監視制御盤及び「7.3.9 緊急時対策

所」の「7.3.9.4 緊急時対策建屋情報

把握設備」の情報収集装置，情報表示

装置，データ収集装置，データ表示装

置を再処理施設への故意による大型航

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備は，再処理施設への故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムが発生した場合においても必要な

情報を把握できる設計とする。②-1-1 

 

 

 

情報把握計装設備は，中央制御室及

び緊急時対策所に同様の情報を伝送す

ることにより，故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる共通

要因に対して，同時に必要な情報の把

握機能が損なわれない設計とする。③-

1-2 

また，当該設備は，共通要因によっ

て制御室と同時にその機能が損なわれ

るおそれのない設計とする。③-1-1 

 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監

視パラメータは，再処理施設への故意

による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合においても，当

該事象に対処するために把握すること

が必要なパラメータとして計測する設

計とする。②-2 

 

再処理施設への故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムが発生し

た場合において必要なパラメータを把

握し記録する設備として，常設重要計

器，常設重要代替計器，可搬型重要計

器及び可搬型重要代替計器を使用する

とともに，「ヘ．(４)(ⅰ)(ａ)計測制

御装置」の情報把握計装設備，監視制

御盤，安全系監視制御盤及び「リ．

(４)(ⅸ)(ａ) 緊急時対策建屋情報把握

設備」の情報収集装置，情報表示装

置，データ収集装置，データ表示装置

を再処理施設への故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムが発生し

 

 

 

 

再処理施設は，再処理施設への故

意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムが発生した場合におい

て，中央制御室及び緊急時対策所で

必要な情報を把握するために，重大

事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを把握する設

備及び再処理施設への故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズム

が発生した場合において必要な情報

を把握し記録する設備を設ける設計

とする。②-1 

 

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備及び再処理施設への故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合において必要

な情報を把握し記録する設備は，共

通要因によって中央制御室と緊急時

対策所が同時に必要な情報を把握し

記録する機能が損なわれない設計と

する。③-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-1（P28 から） 

②-1-1（P1 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

③-1（P28 から） 

③-1-1（P1 から） 

③-1-2（P58 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は技術基準規

則及び事業変更許可の記

載を踏襲し，再処理施設

への故意による大型航空

機の衝突その他のテロリ

ズムが発生した場合にお

いて必要な情報を把握で

きる設備に関する設計方

針について記載した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は技術基準規則及び事

業変更許可の記載を踏襲し，再処

理施設への故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムが発生

した場合において必要な情報を把

握できる設備が共通要因によって

中央制御室と緊急時対策所が同時

に機能が損なわれない設計方針に

ついて記載した。 

⑬(P1)から 

㉛(P28)から 

㉛(P28)から ⑬(P1)から 

㉜(P58)から 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空機の衝突その他のテロリズムが発生

した場合において必要な情報を把握し

監視並びに記録する設備として兼用す

る設計とする。②-3,3-1 

 

 

 

 

 

 

 

常設重要計器，常設重要代替計器，

可搬型重要計器及び可搬型重要代替計

器により計測したパラメータは，第 2

章 個別項目の「4.3 制御室」の

「4.3.1 計測制御装置」の情報把握計

装設備，監視制御盤，安全系監視制御

盤及び「7.3.9 緊急時対策所」の

「7.3.9.4 緊急時対策建屋情報把握設

備」の情報収集装置，情報表示装置，

データ収集装置，データ表示装置に伝

送し，中央制御室及び緊急時対策所に

おいて必要な情報を共有することによ

り，共通要因によって中央制御室と緊

急時対策所が同時に必要な情報を把握

する機能が損なわれない設計とする。

③-2 

た場合において必要な情報を把握し記

録する設備として兼用する設計とす

る。②-3 

 

重大事故等が発生した場合，当該パ

ラメータは「ヘ．(４)(ⅰ)(ａ)計測制

御装置」の情報把握計装設備，監視制

御盤及び安全系監視制御盤を監視並び

に記録する設備として兼用する設計と

する。②-3-1 
 

常設重要計器，常設重要代替計器，

可搬型重要計器及び可搬型重要代替計

器により計測したパラメータは，

「ヘ．(４)(ⅰ)(ａ)計測制御装置」の

情報把握計装設備，監視制御盤，安全

系監視制御盤及び「リ．(４)(ⅸ)(ａ) 

緊急時対策建屋情報把握設備」の情報

収集装置，情報表示装置，データ収集

装置，データ表示装置に伝送し，中央

制御室及び緊急時対策所において必要

な情報を共有することにより，共通要

因によって中央制御室と緊急時対策所

が同時に必要な情報を把握する機能が

損なわれない設計とする。③-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-3-1（P6 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，再処

理施設への故意による大

型航空機の衝突その他の

テロリズムが発生した場

合において必要な情報を

把握できる設備が共通要

因によって中央制御室と

緊急時対策所が同時に機

能が損なわれない設計方

針について記載した。 

⑭(P6)から 
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(イ) 主要な設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

 常設重要計器          

１ 式 

 常設重要代替計器        

１ 式 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

 可搬型重要計器         

１ 式 

 可搬型重要代替計器       

１ 式 

可搬型空冷ユニットＡ      ３ 

台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

可搬型空冷ユニットＢ      ３ 

台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

可搬型空冷ユニットＣ      ３ 

台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

可搬型空冷ユニットＤ      ３ 

台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

可搬型空冷ユニットＥ      ３ 

台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

可搬型計測ユニット       ３ 

台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

可搬型監視ユニット       ３ 

台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

可搬型計測ユニット用空気圧縮機 ３ 

台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

けん引車            ３ 

台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

①-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.3 主要設備及び仕様 

  計装設備の主要設備の仕様を第

6.2.1－４表に示す。◇1  

 

6.2.1.4 系統構成及び主要設備 

 (１) 系統構成 

再処理施設には，重大事故等が発生

した場合において，重大事故等に対

処するために監視することが必要な

パラメータ及び当該パラメータを推

定するために有効な情報を把握する

ために，重大事故等に対処するため

に監視することが必要なパラメータ

を把握する設備を重大事故等対処設

備として設置又は配備する。また，

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを把握す

る設備のうち，設計基準対象の施設

と兼用する設備は，重大事故等対処

設備として位置付ける。◇1  

 

再処理施設には，再処理施設への故

意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムが発生した場合におい

て，中央制御室及び緊急時対策所で

必要な情報を把握するために，重大

事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを把握する設

備及び再処理施設への故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズム

が発生した場合においても必要な情

報を把握し記録する設備を設置又は

配備する。◇1  

 

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを把握す

る設備は，臨界事故の拡大を防止す

るために必要な計装設備，冷却機能

の喪失による蒸発乾固に対処するた

めに必要な計装設備，放射線分解に

より発生する水素による爆発に対処

するために必要な計装設備，有機溶

媒等による火災又は爆発に対処する

ために必要な計装設備，使用済燃料

貯蔵槽の冷却等のために必要な計装

設備，工場等外への放射性物質等の

放出を抑制するために必要な計装設

備及び重大事故等への対処に必要と

なる水の供給に必要な計装設備で構

成する。また，各々の計装設備は，

常設重要計器，常設重要代替計器，
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可搬型重要計器，可搬型重要代替計

器により構成する。◇4  

再処理施設への故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムが発生

した場合においても必要な情報を把

握し記録する設備は，重大事故等に

対処するために監視することが必要

なパラメータを把握する設備，

「6.2.5.4.1(１)  計測制御装

置」，「6.2.5.4.2(１) 計測制御

装置」の監視制御盤，安全系監視制

御盤及び情報把握計装設備，

「9.16.2.4(２) e.  緊急時対策

建屋情報把握設備」のデータ収集装

置，データ表示装置，情報収集装置

及び情報表示装置で構成する。◇1  

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを把握す

る設備は，重大事故等の発生要因に

応じて，常設重要計器，可搬型重要

計器，常設重要代替計器又は可搬型

重要代替計器を用いて計測する。ま

た，可搬型重要計器及び可搬型重要

代替計器は，計測方式に応じて設計

基準対象の施設である計測制御設備

の計装配管に接続して計測する。◇1  

 

常設重要計器は，内的事象による安

全機能の喪失を要因とし，全交流動

力電源の喪失を伴わない重大事故等

が発生した場合において，重要監視

パラメータを計測する。◇1  

常設重要代替計器は，内的事象によ

る安全機能の喪失を要因とし，全交

流動力電源の喪失を伴わない重大事

故等が発生した場合において，重要

代替監視パラメータを計測する。◇1  

 

可搬型重要計器は，外的事象による

安全機能の喪失を要因として重大事

故等が発生した場合において，重要

監視パラメータを計測する。また，

可搬型重要計器は，内的事象による

安全機能の喪失を要因として重大事

故等が発生した場合においても，重

要監視パラメータを計測する。◇1  

可搬型重要代替計器は，外的事象に

よる安全機能の喪失を要因として重

大事故等が発生した場合において，

重要代替監視パラメータを計測す

る。また，可搬型重要代替計器は，
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内的事象による安全機能の喪失を要

因として重大事故等が発生した場合

においても，重要代替監視パラメー

タを計測する。◇1  

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを把握す

る設備のうち常設重要計器及び常設

重要代替計器は，「9.2.2 重大事

故等対処施設」の一部である受電開

閉設備等から受電することにより，

重大事故等が発生した場合において

も計測可能である。◇4  

 

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを把握す

る設備のうち可搬型重要計器及び可

搬型重要代替計器の電源は，充電

池，乾電池，又は「6.2.5.4.1(１) 

計測制御装置」の情報把握計装設備

可搬型発電機，「9.2.2.4 代替電

源設備」の前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型発電機，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型発電機，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

から給電する設計とする。前処理建

屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋，高レベ

ル廃液ガラス固化建屋の可搬型重要

計器及び可搬型重要代替計器には，

各建屋の可搬型発電機から

「6.2.5.4.1(１) 計測制御装置」

の前処理建屋可搬型情報収集装置，

分離建屋可搬型情報収集装置，精製

建屋可搬型情報収集装置，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情

報収集装置，高レベル廃液ガラス固

化建屋可搬型情報収集装置を介して

給電する設計とする。使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋の可搬型重要計器に

は，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設可搬型発電機から可搬型計測

ユニットを介して電源を給電するこ

とにより，重大事故等が発生した場

合においても計測可能である。◇1  

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを把握す

る設備のうち圧縮空気を必要とする

可搬型重要計器及び可搬型重要代替

計器は，可搬型重要計器及び可搬型
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重要代替計器に附属の計測用ボンベ

から必要な空気を供給又は

「9.3.2.1 代替安全圧縮空気系」

の可搬型空気圧縮機又は可搬型計測

ユニット用空気圧縮機から必要な圧

縮空気の供給を受けることにより，

重大事故等が発生した場合において

も計測可能である。◇1  

重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを把握す

る設備は，再処理施設への故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムが発生した場合においても当該

事象に対処するために把握すること

が必要なパラメータを計測する。◇1  

 

再処理施設への故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムが発生

した場合においても必要な情報を把

握し記録する設備は，外的事象及び

内的事象による安全機能の喪失を要

因とした場合に用いる重大事故等に

対処するために監視することが必要

なパラメータを把握する設備，

「6.2.5.4.1(１) 計測制御装

置」，「6.2.5.4.2(１)  計測制御

装置」の可搬型情報収集装置，情報

把握計装設備用屋内伝送系統及び建

屋間伝送用無線装置を用いて中央制

御室へ重大事故等に対処するために

監視することが必要なパラメータを

把握する設備で計測したパラメータ

を伝送することにより，

「6.2.5.4.1(１) 計測制御装

置」，「6.2.5.4.2(１) 計測制御

装置」の監視制御盤，安全系監視制

御盤，可搬型情報収集装置及び可搬

型情報表示装置で監視及び記録でき

る。また，監視制御盤及び情報把握

計装設備から緊急時対策所へ重大事

故等に対処するために監視すること

が必要なパラメータを把握する設備

で計測したパラメータを伝送するこ

とにより，「9.16.2.4(２)ｅ．緊急

時対策建屋情報把握設備」のデータ

収集装置，データ表示装置，情報収

集装置及び情報表示装置で監視及び

記録できる。◇4  

再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発

生した場合においても必要な情報を
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把握し記録する設備は，中央制御室

及び緊急時対策所へ必要なパラメー

タを伝送し，かつ，監視及び記録す

ることから，共通要因によって中央

制御室と緊急時対策所において，同

時に必要な情報を把握する機能が損

なわれなるおそれは無い。◇1  

中央制御室及び緊急時対策所へ伝

送するパラメータは，第 6.2.1－１

表に示す。◇5  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備のうち，工場等外への放射

性物質等の放出を抑制するために必

要な計装設備及び重大事故等への対

処に必要となる水の供給に必要な計

装設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と共

用する。◇4  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する工

場等外への放射性物質等の放出を抑

制するために必要な計装設備及び重

大事故等への対処に必要となる水の

供給に必要な計装設備は，再処理施

設及びＭＯＸ燃料加工施設における

重大事故等対処に同時に対処するこ

とを考慮し，対処に必要となる計測

範囲及び個数を確保するため，重大

事故時の対処に影響を及ぼすことは

ない。◇4  

 (２) 主要設備 

 ａ．重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備 

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備は，外的事象による安全機

能の喪失を要因として重大事故等が

発生した場合において，計器の故障

又は計測に必要な計器電源の喪失を

想定し，重要監視パラメータを可搬

型重要計器により計測する。また，

重要監視パラメータを計測する可搬

型重要計器の故障（計装配管が損傷

した場合を含む。）により，計測す

ることが困難となった場合は，重要

代替監視パラメータを可搬型重要代

替計器により計測する。◇1  

内的事象による安全機能の喪失を

要因とし全交流動力電源喪失及び直

流電源喪失により計器の電源が喪失

した場合は，外的事象による安全機
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能の喪失を要因として重大事故等が

発生した場合の設備を用いることに

より，重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測が可能で

ある。◇1  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備は，内的事象による安全機

能の喪失を要因とし全交流動力電源

の喪失を伴わない重大事故等が発生

した場合において，重要監視パラメ

ータを常設重要計器にて計測する。

設計基準対象の施設の計測制御設備

の計測範囲の超過により，重要監視

パラメータの計測が困難な場合は重

要監視パラメータを可搬型重要計器

にて計測する。◇4  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備は，再処理施設への故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合においても当

該事象に対処するために把握するこ

とが必要なパラメータを計測する。

◇1  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備のうち，常設重要計器及び

常設重要代替計器へ給電するための

設備として「9.2.2 重大事故等対

処施設」の一部である受電開閉設備

等を常設重大事故等対処設備として

位置付ける。◇1  

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを把握

する設備のうち，可搬型重要計器及

び可搬型重要代替計器へ給電するた

めの設備として情報把握計装設備可

搬型発電機，「9.2.2.4 代替電源

設備」の前処理建屋可搬型発電機，

分離建屋可搬型発電機，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電

機，高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型発電機，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機を可搬

型重大事故等対処設備として配備す

る。◇1  

 

 (ａ) 臨界事故の拡大を防止するため

に必要な計装設備 

   臨界事故の拡大を防止するために
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必要な計装設備の常設重要計器及び

常設重要代替計器の一部は，常設重

大事故等対処設備として設置する。

◇4  

   臨界事故の拡大を防止するために

必要な計装設備の可搬型重要計器

は，可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。◇4  

   臨界事故の拡大を防止するために

必要な計装設備の常設重要計器及び

常設重要代替計器の一部は，常設重

大事故等対処設備として位置付け

る。◇4  

   主要な設備は以下のとおりとす

る。 

  ⅰ．内的事象による安全機能の喪失

を要因とし，全交流動力電源の喪失

を伴わない重大事故等の発生時に使

用する設備◇4  

［常設重大事故等対処設備］  

    常設重要計器 

    常設重要代替計器 

    安全圧縮空気系（9.3 圧縮空

気設備） 

    電気設備（9.2 電気設備） 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

    可搬型重要計器※１ 

※１：充電池及び乾電池を含む。 

 (ｂ) 冷却機能の喪失による蒸発乾固

に対処するために必要な計装設備④ 

   冷却機能の喪失による蒸発乾固に

対処するために必要な計装設備の可

搬型重要計器及び可搬型重要代替計

器は，可搬型重大事故等対処設備と

して配備する。◇4  

   主要な設備は以下のとおりとす

る。 

  ⅰ．外的事象による安全機能の喪失

を要因とした重大事故等の発生時に

使用する設備◇4  

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型重要計器※２ 

可搬型重要代替計器※２ 

    可搬型空気圧縮機（9.3.2.1 

代替安全圧縮空気系） 

   ※２：計器に附属の計測用ボン

ベ，計装配管，充電池及び乾電池を

含む。 

 

  ⅱ．内的事象による安全機能の喪失

を要因とし，全交流動力電源の喪失
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を伴わない重大事故等の発生時に使

用する設備◇4  

［可搬型重大事故等対処設備］ 

    可搬型重要計器※３ 

    可搬型重要代替計器※３ 

    可搬型空気圧縮機（9.3.2.1 

代替安全圧縮空気系） 

※３：計器に附属の計測用ボンベ，計装

配管，充電池及び乾電池を含む。 

 

 (ｃ) 放射線分解により発生する水素

による爆発に対処するために必要な

計装設備 

   放射線分解により発生する水素に

よる爆発に対処するために必要な計

装設備の可搬型重要計器及び可搬型

重要代替計器は，可搬型重大事故等

対処設備として配備する。◇4  

 

   放射線分解により発生する水素に

よる爆発に対処するために必要な計

装設備の可搬型重要計器のうち，可

搬型水素濃度計については，重大事

故時の環境条件における検出器への

影響及び系統構成を考慮し，冷却

器，吸着剤カラム，真空ポンプ，検

出器を搭載した可搬型計器として構

成する設計とする。◇4  

   冷却器は，計測する気体を検出器

の使用温度範囲に冷却する装置であ

る。◇4  

   吸着剤カラムは，計測する気体に

含まれる硝酸を吸着する装置であ

る。◇4  

   真空ポンプは，水素爆発の発生を

仮定する機器から，計測する気体を

吸引し，検出器に導く装置である。 

水素濃度の計測のために吸引した

気体は，系外への漏えいが発生しな

いよう，計測後は貯槽及び濃縮缶に

気体を排気することで，汚染の拡大

を低減できる設計とする。◇4  

   主要な設備は以下のとおりとす

る。 

  ⅰ．外的事象による安全機能の喪失

を要因とした重大事故等の発生時に

使用する設備◇4  

   ［可搬型重大事故等対処設備］ 

    可搬型重要計器※４ 

可搬型重要代替計器※４ 

可搬型空気圧縮機（9.3.2.1 代替安全
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圧縮空気系） 

※４：充電池及び乾電池を含む。 

 

  ⅱ．内的事象による安全機能の喪失

を要因とし，全交流動力電源の喪失

を伴わない重大事故等の発生時に使

用する設備◇4  

   ［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型重要計器※５ 

可搬型重要代替計器※５ 

可搬型空気圧縮機（9.3.2.1 代替安全

圧縮空気系） 

※５：計装配管，充電池及び乾電池を含

む。 

 

 (ｄ) 有機溶媒等による火災又は爆発

に対処するために必要な計装設備 

   有機溶媒等による火災又は爆発に

対処するために必要な計装設備の常

設重要計器及び常設重要代替計器の

一部は，常設重大事故等対処設備と

して設置する。◇4  

   有機溶媒等による火災又は爆発に

対処するために必要な計装設備の常

設重要計器及び常設重要代替計器の

一部は，常設重大事故等対処設備と

して位置付ける。◇4  

   主要な設備は以下のとおりとす

る。 

  ⅰ．内的事象による安全機能の喪失

を要因とし，全交流動力電源の喪失

を伴わない重大事故等の発生時に使

用する設備◇4  

   ［常設重大事故等対処設備］  

    常設重要計器 

常設重要代替計器 

安全圧縮空気系（9.3 圧縮空気設備） 

一般圧縮空気系（9.3 圧縮空気設備） 

電気設備（9.2 電気設備） 

 

 (ｅ) 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のた

めに必要な計装設備 

   使用済燃料貯蔵槽の冷却等のため

に必要な計装設備の可搬型重要計器

を，可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。◇4  

   使用済燃料貯蔵槽の冷却等のため

に必要な計装設備の可搬型重要計器

のうち，可搬型燃料貯蔵プール等水

位計（エアパージ式），可搬型燃料

貯蔵プール等温度計（測温抵抗
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体），可搬型燃料貯蔵プール等状態

監視カメラ，可搬型燃料貯蔵プール

等空間線量率計（線量率計）は，崩

壊熱による使用済燃料貯蔵槽の水の

温度上昇及び沸騰による使用済燃料

貯蔵槽周辺の温度及び湿度の上昇を

考慮し，これらの影響を受けない使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋外の近傍

において監視可能な設計とする。◇4  

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋外の

近傍において監視するための設備と

して，可搬型計測ユニット用空気圧

縮機，可搬型計測ユニット，可搬型

監視ユニット及び「9.2 電気設

備」の使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設可搬型発電機を配備する。 

可搬型計測ユニット用空気圧縮機

は，可搬型燃料貯蔵プール等水位計

（エアパージ式）の計測に必要な圧

縮空気を供給するための設備であ

る。◇4  

可搬型計測ユニットは，可搬型計

測ユニット用空気圧縮機及び「9.2 

電気設備」の使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機から供

給された電気及び圧縮空気を，可搬

型監視ユニットに分配する機能を有

する設備である。◇4  

可搬型監視ユニットは，可搬型燃

料貯蔵プール等水位計（エアパージ

式），可搬型燃料貯蔵プール等温度

計（測温抵抗体），可搬型燃料貯蔵

プール等状態監視カメラ，可搬型燃

料貯蔵プール等空間線量率計（線量

率計）で計測した指示値の監視機能

を有する設備である。◇4  

可搬型燃料貯蔵プール等状態監視

カメラ，可搬型燃料貯蔵プール等空

間線量率計（線量率計）は，計測方

式の特徴として検出器本体を使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋内に設置する

ことから，当該建屋内の温度，湿度

の影響から保護するため，当該検出

器に冷却空気を供給可能な設計とす

るとともに，冷却空気の製造，供給

機能を有する設備として可搬型空冷

ユニットを配備する。◇4  

可搬型空冷ユニットにて製造した

冷却空気は，当該ユニットから検出

器に供給する構成とする。◇4  
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可搬型空冷ユニットの動作に必要

な電源及び冷却空気源の圧縮空気

は，「9.2 電気設備」の使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機，可搬型計測ユニット用空気

圧縮機から可搬型計測ユニットを介

して供給する設計とする。◇4  

可搬型計測ユニット，可搬型監視

ユニット，可搬型空冷ユニット，可

搬型計測ユニット用空気圧縮機，及

び「9.2 電気設備」使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機は，けん引車にて設置場所までけ

ん引可能な設計とするとともに，け

ん引車を重大事故等対処設備として

配備する。①-32 

可搬型計測ユニット用空気圧縮機

への燃料の補給は，「9.14 補機駆

動用燃料補給設備」の軽油貯蔵タン

クローリから燃料を補給可能な設計

とする。◇4  

けん引車への燃料の補給は，

「9.14 補機駆動用燃料補給設備」

の軽油貯槽から燃料を補給可能な設

計とする。◇4  

主要な設備は以下のとおりとする。 

  ⅰ．外的事象による安全機能の喪失

を要因とした重大事故等の発生時に

使用する設備◇4  

   ［可搬型重大事故等対処設備］ 

    可搬型重要計器※６ 

可搬型監視ユニット 

可搬型計測ユニット 

可搬型計測ユニット用空気圧縮機 

可搬型空冷ユニット 

けん引車 

   ［代替電源設備］ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機（9.2 電気設備） 

※６：充電池及び乾電池を含む。 

 

  ⅱ．内的事象による安全機能の喪失

を要因とし，全交流動力電源の喪失

を伴わない重大事故等の発生時に使

用する設備◇4  

   ［可搬型重大事故等対処設備］ 

    可搬型重要計器※７ 

可搬型計測ユニット 

可搬型監視ユニット 

可搬型計測ユニット用空気圧縮機 

可搬型空冷ユニット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-32（P23 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

ける設計とする」に修正。 
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けん引車 

   ［代替電源設備］ 

    使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設可搬型発電機（9.2 電気設

備） 

※７：充電池及び乾電池を含む。 

 

 (ｆ) 工場等外への放射性物質等の放

出を抑制するために必要な計装設備 

   工場等外への放射性物質等の放出

を抑制するために必要な計装設備の

可搬型重要計器は，可搬型重大事故

等対処設備として配備する。◇4  

   情報把握計装設備可搬型発電機へ

の燃料の補給は，「9.14 補機駆動

用燃料補給設備」の軽油貯蔵タンク

ローリから燃料を補給可能な設計と

する。◇4  

   主要な設備は以下のとおりとす

る。 

  ⅰ．外的事象による安全機能の喪失

を要因とした重大事故等の発生時に

使用する設備◇4  

   ［可搬型重大事故等対処設備］ 

    可搬型重要計器※８ 

可搬型監視ユニット 

可搬型計測ユニット 

可搬型計測ユニット用空気圧縮機 

可搬型空冷ユニット 

けん引車 

   ［代替電源設備］ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機（9.2 電気設備）◇4  

※８：計器に附属の計測用ボンベ，充電

池及び乾電池を含む。 

 

  ⅱ．内的事象による安全機能の喪失

を要因とし，全交流動力電源の喪失

を伴わない重大事故等の発生時に使

用する設備◇4  

   ［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型重要計器※９ 

可搬型計測ユニット 

可搬型監視ユニット 

可搬型計測ユニット用空気圧縮機 

可搬型空冷ユニット 

けん引車 

   ［代替電源設備］ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機（9.2 電気設備） 

※９：充電池及び乾電池を含む。 
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 (ｇ) 重大事故等への対処に必要とな

る水の供給に必要な計装設備 

   重大事故等への対処に必要となる

水の供給に必要な計装設備の可搬型

重要計器は，可搬型重大事故等対処

設備として配備する。◇4  

   情報把握計装設備可搬型発電機へ

の燃料の補給は，「9.14 補機駆動

用燃料補給設備」の軽油貯蔵タンク

ローリから燃料を補給可能な設計と

する。◇4  

   主要な設備は以下のとおりとす

る。 

  ⅰ．外的事象による安全機能の喪失

を要因とした重大事故等の発生時に

使用する設備◇4  

   ［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型重要計器※10 

   ［代替電源設備］ 

情報把握計装設備可搬型発電機

（6.2.5.4.1(１) i) 情報把握計装

設備） 

※10：充電池及び乾電池を含む。 

 

  ⅱ．内的事象による安全機能の喪失

を要因とし，全交流動力電源の喪失

を伴わない重大事故等の発生時に使

用する設備◇4  

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型重要計器※11 

［代替電源設備］ 

情報把握計装設備可搬型発電機

（6.2.5.4.1(１) i) 情報把握計装

設備）◇1  

※11：充電池及び乾電池を含む。 

 

   常設計器及び可搬型計器の機器配

置図を第 6.2.1－５図から第 6.2.1

－105 図に示す。◇5  

 

 ｂ．再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発

生した場合においても必要な情報を

把握し記録する設備◇1  

   再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発

生した場合においても必要な情報を

把握し記録する設備は，ａ．重大事

故等に対処するために監視すること

が必要なパラメータを把握する設備
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及び「6.2.5.4.1(１) ⅲ) 情報把握

計装設備」，「6.2.5.4.2(１) ⅲ) 

情報把握計装設備」を用いることに

より，中央制御室及び緊急時対策所

へ必要なパラメータへの伝送，監視

及び記録ができる。◇4  

   再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発

生した場合においても必要な情報を

把握し記録する設備は，重大事故等

に対処するために監視することが必

要なパラメータを把握する設備，

「6.2.5.4.1(１)  計測制御装

置」，「6.2.5.4.2(１)  計測制御

装置」を用いることにより，中央制

御室及び緊急時対策所へ必要なパラ

メータの伝送ができる。◇4  

   再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発

生した場合においても必要な情報を

把握し記録する設備は，

「6.2.5.4.1(１) 計測制御装

置」，「6.2.5.4.2(１) 計測制御

装置」の監視制御盤，安全系監視制

御盤及び情報把握計装設備，

「9.16.2.4(２)ｅ．緊急時対策建屋

情報把握設備」のデータ収集装置，

データ表示装置，情報収集装置及び

情報表示装置を，再処理施設への故

意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムが発生した場合において

も必要な情報を把握し記録する設備

として兼用する。◇1  

   主要な設備は，以下のとおりとす

る。◇4  

  ［常設重大事故等対処設備］ 

   常設重要計器 

   常設重要代替計器 

安全圧縮空気系（9.3 圧縮空気設備） 

一般圧縮空気系（9.3 圧縮空気設備） 

電気設備（9.2 電気設備） 

監視制御盤（6.2.5.4.1(１)  計測制御

装置） 

安全系監視制御盤（6.2.5.4.1(１)  計

測制御装置） 

情報把握計装設備用屋内伝送系統

（6.2.5.4.1(１) ⅲ) 情報把握計装

設備，6.2.5.4.2(１)ⅲ) 情報把握

計装設備） 

建屋間伝送用無線装置（6.2.5.4.1(１)

ⅲ) 情報把握計装設備，
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6.2.5.4.2(１)ⅲ) 情報把握計装設

備） 

情報収集装置（9.16.2.4(２)ｅ．緊急時

対策建屋情報把握設備） 

情報表示装置（9.16.2.4(２)ｅ．緊急時

対策建屋情報把握設備） 

データ収集装置（9.16.2.4(２)ｅ．緊急

時対策建屋情報把握設備） 

データ表示装置（9.16.2.4(２)ｅ．緊急

時対策建屋情報把握設備） 

直流電源設備（添付書類六 9.2 電気

設備） 

計測制御用交流電源設備（添付書類六 

9.2 電気設備） 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型重要計器※12 

可搬型重要代替計器※12 

可搬型計測ユニット 

可搬型監視ユニット 

可搬型計測ユニット用空気圧縮機 

可搬型空冷ユニット 

けん引車 

前処理建屋可搬型情報収集装置

（6.2.5.4.1(１) ⅲ) 情報把握計装

設備） 

分離建屋可搬型情報収集装置

（6.2.5.4.1(１) ⅲ) 情報把握計装

設備） 

精製建屋可搬型情報収集装置

（6.2.5.4.1(１) ⅲ) 情報把握計装

設備） 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型情報収集装置（6.2.5.4.1(１) 

ⅲ) 情報把握計装設備） 

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報

収集装置（（6.2.5.4.1(１) ⅲ) 情

報把握計装設備） 

制御建屋可搬型情報収集装置

（6.2.5.4.1(１) ⅲ) 情報把握計装

設備） 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報

収集装置（6.2.5.4.2(１) ) ⅲ) 情

報把握計装設備） 

制御建屋可搬型情報表示装置

（6.2.5.4.1(１) ⅲ) 情報把握計装

設備） 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報

表示装置（6.2.5.4.2(１)  ⅲ) 情

報把握計装設備） 

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

（6.2.5.4.1(１) ⅲ) 情報把握計装
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設備） 

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

（6.2.5.4.1(１) ⅲ) 情報把握計装

設備） 

情報把握計装設備可搬型発電機

（6.2.5.4.1(１) ⅲ) 情報把握計装

設備） 

前処理建屋可搬型発電機（9.2 電気設

備） 

分離建屋可搬型発電機（9.2 電気設

備） 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型発電機（9.2 電気設備） 

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電

機（9.2 電気設備） 

制御建屋可搬型発電機（9.2 電気設

備） 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機（9.2 電気設備） 

可搬型空気圧縮機（9.3.2.1 代替安全

圧縮空気系） 

※12：計器に附属の計測用ボンベ，計装

配管，充電池及び乾電池を含む。 

 

6.2.1.5 試験・検査 

  「1.7.18 (４) ｂ．試験・検査

性」に示す基本方針を踏まえ以下の

とおり設計する。◇1  

計装設備の常設重要計器及び常設

重要代替計器は，再処理施設の運転

中又は停止中に模擬入力による性能

確認及び校正並びに外観の確認が可

能な設計とする。◇1  

計装設備の可搬型重要計器及び可

搬型重要代替計器は，再処理施設の

運転中又は停止中に模擬入力による

機能，性能の確認及び校正並びに外

観の確認が可能な設計とする。◇1  

 

計装設備の可搬型計測ユニット，

可搬型監視ユニット，可搬型空冷ユ

ニット，可搬型計測ユニット用空気

圧縮機及び燃料貯蔵プール等水位，

燃料貯蔵プール等水温，代替注水設

備流量，スプレイ設備流量，燃料貯

蔵プール等空間線量率，燃料貯蔵プ

ール等状態（監視カメラ）のパラメ

ータを計測する可搬型重要計器は，

模擬入力による機能，性能の確認及

び校正並びに外観の確認が可能な設

計とする。◇1  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ⅰ) 安全機能を有する施設 

(ｌ) 制御室等 

重大事故等が発生した場合において，

実施組織要員のマスクの着用及び交代要

員体制を考慮しなくとも，制御室にとど

まる実施組織要員及びＭＯＸ燃料加工施

設から中央制御室に移動する要員の実効

線量が７日間で100ｍＳｖを超えず，当

該重大事故等に対処するために適切な措

置が講じられるよう，実施組織要員が制

御室にとどまるために必要な居住性を確

保するための重大事故等対処施設を設け

る設計とする。□1  

重大事故等が発生した場合において，

制御室にとどまり必要な操作，監視及び

措置を行う実施組織要員がとどまるため

に必要な居住性を確保するための重大事

故等対処施設を設置及び保管する。 

制御室に必要な重大事故等対処設備

は，計測制御装置，制御室換気設備，制

御室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室

環境測定設備及び制御室放射線計測設備

で構成する。□1  

計測制御装置，制御室換気設備，制御

室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室環

境測定設備及び制御室放射線計測設備

は，設計基準事故及び重大事故等を考慮

した設計とする。□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5 制 御 室 

6.2.5.1 概 要 

各重大事故が発生した場合において，

制御室にて必要な操作及び措置を行う実

施組織要員がとどまるために必要な重大

事故等対処施設を配備又は位置付ける。 

制御室の居住性を確保するため，制御

室遮蔽設備並びに制御室換気設備の制御

建屋中央制御室換気設備及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備を常設

重大事故等対処設備として位置付けると

ともに，制御室換気設備の代替制御建屋

中央制御室換気設備，代替使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備，制御室

照明設備，制御室環境測定設備及び制御

室放射線計測設備を可搬型重大事故等対

処設備として配備する。◇2  

制御室への汚染の持ち込みを防止する

ため，制御室に連絡する通路上に作業服

の着替え，防護具の着装及び脱装，汚染

検査並びに除染作業ができる区画（以下

「出入管理区画」という。）を設ける。 

重大事故等が発生した場合において，

制御室にて「6.2.1 計装設備」の重要監

視パラメータ及び重要代替監視パラメー

タを監視並びに記録するため，計測制御

装置を設ける。◇2  

計測制御装置は，監視制御盤及び安全

系監視制御盤を常設重大事故等対処設備

として位置付ける。情報把握計装設備

は，常設重大事故等対処設備として設置

するとともに、可搬型重大事故等対処設

備として配備する。◇2  
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4.3 制御室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘ．計測制御系統施設の設備 

(４) その他の主要な事項 

(ⅰ) 制御室等 

中央制御室は，各重大事故の有効性評

価の対象としている事象のうち， も厳

しい結果を与える全交流動力電源の喪失

を要因とする「冷却機能の喪失による蒸

発乾固」と「放射線分解により発生する

水素による爆発」の重畳において，実施

組織要員のマスクの着用及び交代要員体

制を考慮せず，制御室換気設備の代替制

御建屋中央制御室換気設備による外気取

入れにて換気を実施している状況下にお

いて評価し，中央制御室にとどまり必要

な操作及び措置を行う実施組織要員及び

ＭＯＸ燃料加工施設から中央制御室に移

動する要員の実効線量が，７日間で100

ｍＳｖを超えない設計とする。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室は，各重大事故の有効性評価の

対象としている事象のうち， も厳しい

結果を与える臨界事故時において，実施

組織要員のマスクの着用及び交代要員体

制を考慮せず，制御室換気設備の代替使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備による外気取入れにて換気を実施して

いる状況下において評価し，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にと

どまり必要な操作及び措置を行う実施組

織要員の実効線量が，７日間で100ｍＳ

ｖを超えない設計とする。□1  

重大事故等が発生し，中央制御室の外

側が放射性物質により汚染したような状

況下において，実施組織要員が中央制御

室の外側から中央制御室に放射性物質に

よる汚染を持ち込むことを防止するた

め，出入管理建屋から中央制御室に連絡

する通路上又は制御建屋の外から中央制

御室に連絡する通路上に作業服の着替

え，防護具の着装及び脱装，身体汚染検

査並びに除染作業ができる区画（以下

「出入管理区画」という。）を設ける設

計とする。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の外側が放射性物質により汚染

したような状況下において，実施組織要

員が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室の外側から使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室に放射性物

質による汚染を持ち込むことを防止する

 

 

 

6.2.5.2 設計方針 

制御室は，各重大事故の有効性評価の

対象としている事象のうち， も厳しい

結果を与える事象の発生時において，実

施組織要員のマスクの着用及び交代要員

体制を考慮せず，中央制御室は代替制御

建屋中央制御室換気設備，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，代

替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備による外気取入れにて換気を実施

している状況下において評価し，制御室

にとどまり必要な操作及び措置を行う実

施組織要員の実効線量が，７日間で100

ｍＳｖを超えない設計とする。◇2  

実施組織要員が，制御室にとどまるた

めに必要な居住性を確保するための設備

は，制御室換気設備，制御室照明設備，

制御室環境測定設備及び制御室放射線計

測設備で構成する。◇2  

また，重大事故等が発生した場合にお

いて，制御室にて「6.2.1 計装設備」の

重要監視パラメータ及び重要代替監視パ

ラメータを監視並びに記録できる設計と

する。◇2  

重要監視パラメータ及び重要代替監視

パラメータを監視並びに記録できる設備

として計測制御装置を設ける設計とす

る。◇2  
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4.3.1 計測制御装置 

重大事故等が発生した場合におい

て，計測制御装置は，制御室におい

て，重要監視パラメータ及び重要代替

監視パラメータを監視並びに記録でき

る設計とする。①-38 

計測制御装置は，監視制御盤，安全

系監視制御盤及び情報把握計装設備で

構成する。①-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監視制御盤は，内的事象による安全

機能の喪失を要因とし，全交流動力電

源の喪失を伴わない重大事故等が発生

した場合において，重要監視パラメー

タ及び重要代替監視パラメータを監視

並びに記録するための設備であり，常

設重大事故等対処設備として位置付

け，重要監視パラメータ及び重要代替

監視パラメータを監視並びに記録する

設計とする。①-40 

ため，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の外

から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室に連絡する通路上に出入管理

区画を設ける設計とする。□1  

出入管理区画用資機材は，出入管理区

画を設置する場所の近傍に予備品を含め

必要数以上を配備する。□1  

制御室にとどまるために必要な居住性

を確保するための設備は，制御室換気設

備，制御室照明設備，制御室遮蔽設備，

制御室環境測定設備及び制御室放射線計

測設備で構成する。□1  

 

 

 

また，重大事故等が発生した場合にお

いて，制御室に重要監視パラメータ及び

重要代替監視パラメータを監視並びに記

録できる設備として計測制御装置を設け

る設計とする。□1  

 

（a） 計測制御装置 

重大事故等が発生した場合において，

計測制御装置は，制御室において，重要

監視パラメータ及び重要代替監視パラメ

ータを監視並びに記録できる設計とす

る。①-38,45,53 

計測制御装置は，監視制御盤，安全系

監視制御盤及び情報把握計装設備で構成

する。①-39,43,51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監視制御盤は，内的事象による安全機

能の喪失を要因とし，全交流動力電源の

喪失を伴わない重大事故等が発生した場

合において，重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータを監視並びに記録

するための設備であり，常設重大事故等

対処設備として位置付ける。①-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御装置は，監視制御盤，安全系

監視制御盤及び情報把握計装設備で構成

し，重大事故等の発生要因に応じて対処

に有効な設備を使用し，監視及び記録す

る設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

監視制御盤及び安全系監視制御盤は，

内的事象による安全機能の喪失を要因と

し，全交流動力電源の喪失を伴わない重

大事故等が発生した場合において，重要

監視パラメータ及び重要代替監視パラメ

ータを監視並びに記録するための設備と

して，常設重大事故等対処設備に位置付

ける。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器内の温度，圧力，水

位，水素濃度等想定される重大事故等の

対応に必要となるパラメータは，計測又

は監視できる設計とする。また，計測結

果は中央制御室に指示又は表示し，記録

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-45（P60 へ） 

①-53（P68 へ） 

 

 

①-43（P60 へ） 

①-51（P68 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，設備

構成として記載した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，パラ

メータを監視並びに記録

できる設備に関する設計

方針として記載した。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「位置付

け，重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータを監視並

びに記録する設計とする」に修

正。 

⑦(P9)から 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともにパラメータの監視並びに記録するための設計方針は

同様であるが，再処理施設の重大事故対策手段に応じたパラメータを監視・記

録するため，設備構成が異なる。 

㉝(P60，68)へ 
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安全系監視制御盤は，内的事象によ

る安全機能の喪失を要因とし，全交流

動力電源の喪失を伴わない重大事故等

が発生した場合において，重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータ

を監視するための設備であり，常設重

大事故等対処設備として位置付け，重

要監視パラメータ及び重要代替監視パ

ラメータを監視する設計とする。 

①-41 

 

情報把握計装設備は，外的事象によ

る安全機能の喪失及び内的事象のうち

全交流動力電源の喪失を要因として重

大事故等が発生した場合，並びに内的

事象による安全機能の喪失を要因とし

て重大事故等が発生した場合におい

て，重要監視パラメータ及び重要代替

監視パラメータを監視並びに記録する

ための設備であり，可搬型重大事故等

対処設備として配備し，常設重大事故

等対処設備として設置する設計とす

る。①-42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全系監視制御盤は，内的事象による

安全機能の喪失を要因とし，全交流動力

電源の喪失を伴わない重大事故等が発生

した場合において，重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを監視する

ための設備であり，常設重大事故等対処

設備として位置付ける。①-41 

 

 

 

 

情報把握計装設備は，外的事象による

安全機能の喪失及び内的事象のうち全交

流動力電源の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合，並びに内的事象によ

る安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合において，重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータを

監視並びに記録するための設備であり，

可搬型重大事故等対処設備として配備

し，常設重大事故等対処設備として設置

する。①-42 

 

情報把握計装設備は，常設重大事故等

対処設備である情報把握計装設備用屋内

伝送系統及び建屋間伝送用無線装置，可

搬型重大事故等対処設備である前処理建

屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型

情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集

装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第

１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置，制御建屋可搬型情報表示装置，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示

装置及び情報把握計装設備可搬型発電機

で構成する。①-44,52 

 

情報把握計装設備は，中央制御室及び

緊急時対策所に同様の情報を伝送するこ

とにより，故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムによる共通要因に対

して，同時に必要な情報の把握機能が損

なわれない設計とする。③-1-2 
 

監視制御盤及び安全系監視制御盤の電

源は，「リ．（１）（ⅰ）（ｂ）（ロ） 

重大事故等対処設備」である受電開閉設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備は，外的事象による

安全機能の喪失及び内的事象のうち全交

流動力電源の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合，並びに内的事象によ

る安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合において，重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータを

監視並びに記録する設備として，可搬型

重大事故等対処設備として配備し，常設

重大事故等対処設備として設置する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備は，制御室及び緊急

時対策所に同様の情報を伝送し，記録す

ることにより，故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムによる共通要因

に対して，同時に必要な情報の把握及び

記録機能が損なわれない設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-44（P60 へ） 

①-52（P68 へ） 

 

 

 

 

 

③-1-2（P37 へ） 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，パラ

メータを監視できる設備

に関する設計方針につい

て記載した。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

計とする」に修正。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「位

置付け，重要監視パラメー

タ及び重要代替監視パラメ

ータを監視する設計とす

る」に修正。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，パラ

メータを監視並びに記録

できる設備に関する設計

方針について記載した。 

㉜(P37)へ 

【許可からの変更点】 

設工認の設計方針として記

載を適正化した。 

㉞(P60，68)へ 

㉟(P60)へ 
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備等から給電する設計とする。 

①-48,55 

情報把握計装設備の電源は，情報把握

計装設備可搬型発電機，「リ．（１）

（ⅰ）（ｂ）（ロ）１） 代替電源設

備」の一部である前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可

搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型発電機及び使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機で構成する。①-58,59 

 

前処理建屋可搬型情報収集装置は前処

理建屋可搬型発電機から，分離建屋可搬

型情報収集装置は分離建屋可搬型発電機

から，精製建屋可搬型情報収集装置及び

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型情報収集装置はウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型発電機から，高レベ

ル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装

置は高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

発電機から，制御建屋可搬型情報収集装

置及び制御建屋可搬型情報表示装置は制

御建屋可搬型発電機から，第１保管庫・

貯水所可搬型情報収集装置，第２保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置は情報把

握計装設備可搬型発電機から，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置

及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報表示装置は使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電機から「(３) 

(ⅱ) (ａ)計装設備」の可搬型計測ユニ

ットを介して給電する設計とする。 

①-49,56 

情報把握計装設備のうち，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情

報把握計装設備可搬型発電機は，ＭＯＸ

燃料加工施設と共用する。 

⑤-42-1 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，再処

理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における

重大事故等対処に同時に対処することを

考慮し，共用によって重大事故時の対処

に影響を及ぼさない設計とする。 

⑤-42-2,⑥-42-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備の一部は，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御装置，制御室換気設備，制御

室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室環

境測定設備及び制御室放射線計測設備

は，設計基準事故及び重大事故等を考慮

した設計とする。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-48（P60 へ） 

①-55（P68 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-58（P60 へ） 

①-59（P68 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-49（P61 へ） 

①-56（P68 へ） 

 

 

 

 

⑤42-1（P61へ） 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-42-2（P61 へ） 

⑥-42-2（P61へ） 

 

㉟(P60，61，68，69)へ 

㊱(61)へ 
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4.3.1.1 中央制御室の計測制御装置 

 

中央制御室の計測制御装置は，監視

制御盤，安全系監視制御盤及び情報把

握計装設備で構成する。①-43,43-1, 

43-2 

情報把握計装設備は，常設重大事故

等対処設備である情報把握計装設備用

屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置，可搬型重大事故等対処設備である

前処理建屋可搬型情報収集装置，分離

建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可

搬型情報収集装置，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装

置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬

型情報収集装置，制御建屋可搬型情報

収集装置，第 1保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置，第 2保管庫・貯水所可

搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情

報表示装置及び情報把握計装設備可搬

型発電機で構成する。①-44 

 

 

 

重大事故等が発生した場合におい

て，計測制御装置は，中央制御室にお

いて，重要監視パラメータ及び重要代

替監視パラメータを監視並びに記録で

きる設計とする。①-45 

 

情報把握計装設備の電源は，情報把

握計装設備可搬型発電機，第 2章 個別

項目の 7.1.1 電気設備」の「7.1.1.9 

代替電源設備」の前処理建屋可搬型発

電機，分離建屋可搬型発電機，制御建

屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レ

ベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機

で構成する。①-58 

 

 

 

監視制御盤及び安全系監視制御盤の

電源は，第 2章 個別項目の 7.1.1 電

気設備」の「7.1.1.1 受電開閉設備」

から給電する設計とする。①-48 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御装置は，監視制御盤，安全系

監視制御盤及び情報把握計装設備で構成

する。①-43 

 

情報把握計装設備は，常設重大事故等

対処設備である情報把握計装設備用屋内

伝送系統及び建屋間伝送用無線装置，可

搬型重大事故等対処設備である前処理建

屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型

情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集

装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第

１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置，制御建屋可搬型情報表示装置，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示

装置及び情報把握計装設備可搬型発電機

で構成する。①-44 

 

重大事故等が発生した場合において，

計測制御装置は，制御室において，重要

監視パラメータ及び重要代替監視パラメ

ータを監視並びに記録できる設計とす

る。①-45 

 

情報把握計装設備の電源は，情報把握

計装設備可搬型発電機，「リ．（１）

（ⅰ）（ｂ）（ロ）１） 代替電源設

備」の一部である前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可

搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型発電機及び使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機で構成する。①-58 

 

 

監視制御盤及び安全系監視制御盤の電

源は，「リ．（１）（ⅰ）（ｂ）（ロ） 

重大事故等対処設備」である受電開閉設

備等から給電する設計とする。 

①-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器内の温度，圧力，水

位，水素濃度等想定される重大事故等の

対応に必要となるパラメータは，計測又

は監視できる設計とする。また，計測結

果は中央制御室に指示又は表示し，記録

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-43（P57 から） 

①-43-1（P92 から） 

①-43-2（P92 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-44（P58 から） 

 

 

 

 

 

 

 

①-45（P57 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

①－58（P59 から） 

 

 

 

 

 

 

 

①-48（P59 から） 

 

 

 

 

⑦(P9)から 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともにパ

ラメータの監視並びに記録す

るための設計方針は同様であ

るが，再処理施設の重大事故

対策手段に応じたパラメータ

を監視・記録するため，設備

構成が異なる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，設備

構成を明確にした。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，重大

事故等の発生要因に応じ

て対処に有効な電源設備

を使用することを記載し

た。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書は，中

央制御室及び使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋の制御室と

して記載しており，基本設

計方針において明確化を図

る。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書は，制

御建屋及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の制御室とし

て記載しており，基本設計

方針において明確化を図

る。 

㉝(P57)から 

㉞(P58)から 

㉝(P57)から 

㉟P59)から 
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前処理建屋可搬型情報収集装置は前

処理建屋可搬型発電機から，分離建屋

可搬型情報収集装置は分離建屋可搬型

発電機から，精製建屋可搬型情報収集

装置及びウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型情報収集装置はウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電

機から，高レベル廃液ガラス固化建屋

可搬型情報収集装置は高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型発電機から，制御

建屋可搬型情報収集装置及び制御建屋

可搬型情報表示装置は制御建屋可搬型

発電機から，第 1保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置，第 2保管庫・貯水所

可搬型情報収集装置は情報把握計装設

備可搬型発電機から給電する設計とす

る。①-49 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備のうち，情報把握

計装設備用屋内伝送系統，建屋間伝送

用無線装置及び制御建屋可搬型情報収

集装置である第1保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置，第2保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置及び情報把握計装設備

可搬型発電機は，MOX燃料加工施設と共

用する。⑤-42-1 

 

 

MOX 燃料加工施設と共用する情報把握計

装設備用屋内伝送系統，建屋間伝送用

無線装置及び制御建屋可搬型情報収集

装置である第 1保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置，第 2保管庫・貯水所可

搬型情報収集装置及び情報把握計装設

備可搬型発電機は，再処理施設及び MOX

燃料加工施設における重大事故等対処

に同時に対処することを考慮し，共用

によって重大事故時の対処に影響を及

ぼさない設計とする。⑤-42-2, ⑥-42-

2 

 

 

 

 

 

 

前処理建屋可搬型情報収集装置は前処

理建屋可搬型発電機から，分離建屋可搬

型情報収集装置は分離建屋可搬型発電機

から，精製建屋可搬型情報収集装置及び

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型情報収集装置はウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型発電機から，高レベ

ル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装

置は高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

発電機から，制御建屋可搬型情報収集装

置及び制御建屋可搬型情報表示装置は制

御建屋可搬型発電機から，第１保管庫・

貯水所可搬型情報収集装置，第２保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置は情報把

握計装設備可搬型発電機から，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置

及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報表示装置は使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電機から「(３) 

(ⅱ) (ａ)計装設備」の可搬型計測ユニ

ットを介して給電する設計とする。 

①-49 

 

情報把握計装設備のうち，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情

報把握計装設備可搬型発電機は，ＭＯＸ

燃料加工施設と共用する。 

⑤-42-1 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，再処

理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における

重大事故等対処に同時に対処することを

考慮し，共用によって重大事故時の対処

に影響を及ぼさない設計とする。 

⑤-42-2,⑥-42-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-49（P59 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-42-1（P59 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-42-2（P59から） 

⑥-42-2（P59 から） 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，重大

事故等の発生要因に応じ

て対処に有効な電源設備

を使用することを記載し

た。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更

許可の記載を踏襲し，

共用に関する設計方針

について記載した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更

許可の記載を踏襲し，

共用に関する設計方針

について記載した。 

【許可からの変更点】 

情報把握計装設備における

ＭＯＸ燃料加工施設との共

用の記載について，基本設

計方針において対象を明確

化した。 

㉟P59)から 

㊱(59)から 
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内的事象を要因として発生した場合

に対処に用いる計測制御装置の監視制

御盤は，自然現象，人為事象，溢水，

化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛

散物に対して代替設備による機能の確

保，関連する工程の停止等により重大

事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。④-5-1 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無

線装置は，共通要因によって計測制御

装置の監視制御盤及び安全系監視制御

盤と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう計測制御装置の監視制御

盤及び安全系監視制御盤と独立した異

なる系統により当該機能に必要な系統

を構成することで，独立性を有する設

計とする。④-7 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬

型情報収集装置，分離建屋可搬型情報

収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報収集装置，第 1保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第 2

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及

び制御建屋可搬型情報表示装置は，情

報把握計装設備可搬型発電機及び第 2

章 個別項目の「7.1.1 電気設備」の

「7.1.1.9 代替電源設備」の前処理建

屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電

機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電

機及び高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型発電機から電力を給電すること

で，電気設備の設計基準対象の施設か

らの給電で動作する監視制御盤及び安

全系監視制御盤に対して多様性を有す

る設計とする。④-8 

 

 

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬

型情報収集装置，分離建屋可搬型情報

収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる計測制御装置の監視制御盤

は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬

品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対

して代替設備による機能の確保，関連す

る工程の停止等により重大事故等に対処

するための機能を損なわない設計とす

る。④-5-1 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，計測制御装置の監視制御盤及び安

全系監視制御盤と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤と独立した異なる系統により

当該機能に必要な系統を構成すること

で，独立性を有する設計とする。 

④-7 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

は，情報把握計装設備可搬型発電機及び

「リ．（１）（ⅰ）（ｂ）（ロ）１）代

替電源設備」の前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可

搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型発電機及び使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機から電力を給電することで，電気設備

の設計基準対象の施設からの給電で動作

する監視制御盤及び安全系監視制御盤に

対して多様性を有する設計とする。④-8 

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-5-1（P73 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-7（P73 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-8（P74 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

（以下同じ） 

㊲(P73)から 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報収集装置，第 1保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第 2

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報表示装置は，共通

要因によって計測制御装置の監視制御

盤及び安全系監視制御盤と同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう

に，故障時バックアップを含めて必要

な数量を計測制御装置の監視制御盤及

び安全系監視制御盤が設置される建屋

から 100m 以上の離隔距離を確保した複

数の外部保管エリアに分散して保管す

ることで，位置的分散を図る設計とす

る。④-9 

 

計測制御装置の監視制御盤及び安全

系監視制御盤は，安全機能を有する施

設として使用する場合と同様の系統構

成で重大事故等対処設備として使用す

ることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。⑤-5 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無

線装置は，他の設備から独立して単独

で使用可能なことにより，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。⑤-6 

 

 

計測制御装置の監視制御盤は，重大

事故等時におけるパラメータを記録す

るために必要な保存容量を有する設計

とする。⑥-6 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無

線装置は，収集したパラメータを伝送

可能な容量を有する設計とするととも

に，動的機器の単一故障を考慮した予

備を含めた数量として前処理建屋に対

して１系統，分離建屋に対して 1系

統，精製建屋に対して 1系統，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋に対し

て 1系統，高レベル廃液ガラス固化建

屋に対して 1系統，制御建屋に対して

１系統の必要数 6系統に加え，予備を 6

系統，合計 12 系統以上を有する設計と

する。⑥-7,7-1,7-2 

 

 

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可

搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水所

可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情

報表示装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報表示装置は，計測制御装

置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と

共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないように，故障時バッ

クアップを含めて必要な数量を計測制御

装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤

が設置される建屋から100m以上の離隔距

離を確保した複数の外部保管エリアに分

散して保管することで，位置的分散を図

る。④-9 

 

計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤は，安全機能を有する施設と

して使用する場合と同様の系統構成で重

大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。⑤-5 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備用

屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置

は，他の設備から独立して単独で使用可

能なことにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。⑤-6 

 

 

計測制御装置の監視制御盤は，重大事

故等時におけるパラメータを記録するた

めに必要な保存容量を有する設計とす

る。⑥-6 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，収集したパラメータを伝送可能な

容量を有する設計とするとともに，動的

機器の単一故障を考慮した予備を含めた

数量として前処理建屋に対して１系統，

分離建屋に対して１系統，精製建屋に対

して１系統，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋に対して１系統，高レベル廃液

ガラス固化建屋に対して１系統，制御建

屋に対して１系統，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に対して１系統の必要数７系統

に加え，予備を７系統，合計14系統以上

を有する設計とする。⑥-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-9（P74 から） 

 

 

 

 

 

 

⑤-5（P78 から） 

 

 

 

 

 

⑤-6（P78 から） 

 

 

 

 

 

⑥-6（P80 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-7（P80 から） 

⑥-7-1（P92 から） 

⑥-7-2（P92 から） 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書は，

使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋を含めて記載してお

り，基本設計方針におい

て明確化を図った。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

（以下同じ） 

㊳(P74)から 

㊴(P74)から 

㊴(P80)から 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬

型情報収集装置，分離建屋可搬型情報

収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

第 1保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置及び第 2保管庫・貯水所可搬型情報

収集装置は，収集したパラメータを伝

送可能な容量を有する設計とする。 

⑥-10 

 

 

情報把握計装設備の制御建屋可搬型

情報収集装置は，収集した重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータ

を電磁的に記録及び保存し，電源喪失

により保存した記録が失われないよう

にするとともに帳票として出力できる

設計とする。また，記録に必要な容量

は，記録が必要な期間に亘って保存で

きる容量を有する設計とする。⑥-11 

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬

型情報収集装置，分離建屋可搬型情報

収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報収集装置，第 1保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第 2

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及

び制御建屋可搬型情報表示装置は，必

要なデータ量の伝送及び記録容量を有

する設計とし，保有数は，必要数とし

て重大事故等の対処に必要な個数をそ

れぞれ 1台有する設計とするととも

に，故障時バックアップを 1台の合計 2

台確保する設計とする。⑥-12,①-57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情

報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装

置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情

報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建

屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第１

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

は，収集したパラメータを伝送可能な容

量を有する設計とする。⑥-10 

 

情報把握計装設備の制御建屋可搬型情

報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報収集装置は，収集した重

要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータを電磁的に記録及び保存し，電源

喪失により保存した記録が失われないよ

うにするとともに帳票として出力できる

設計とする。また，記録に必要な容量

は，記録が必要な期間に亘って保存でき

る容量を有する設計とする。⑥-11 

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

は，必要なデータ量の伝送及び記録容量

を有する設計とし，は，必要数として重

大事故等の対処に必要な個数を有する設

計とするとともに，故障時バックアップ

を必要数以上確保する。⑥-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等の対応に必要となるパラメー

タは，安全パラメータ表示システム

（SPDS）のうち緊急時対策支援システム

伝送装置にて電磁的に記録，保存し，電

源喪失により保存した記録が失われない

とともに帳票が出力できる設計とする。

また，記録は必要な容量を保存できる設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-10（P80 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-11（P80 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-12（P81 から） 

①-57（P93 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

計とする」に修正。 

⑧(P9)から 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともにパ

ラメータの監視並びに記録す

るための設計方針は同様であ

るが，再処理施設の重大事故

対策手段に応じた設備により

パラメータを監視・記録する

ため，設備構成が異なる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，重大

事故等対処設備の個数

の設計方針として各 SA

設備条文に展開するこ

とと整理しているた

め，個数は本頁に記載

する。 

【許可からの変更点】 

前処理建屋可搬型情報収

集装置，分離建屋可搬型

情報収集装置，精製建屋

可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合

脱硝建屋可搬型情報収集

装置，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋可搬型情報収

集装置，制御建屋可搬型

情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収

集装置，第２保管庫・貯

水所可搬型情報収集装置

及び制御建屋可搬型情報

表示装置について，それ

ぞれの数量を基本設計方

針「⑥-12」で明確化し

た。 

㊵(P80)から 

㊶(P81)から 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備可搬型発電機は，重

大事故等に対処するために必要な電力

を確保するために必要な容量を有する

設計とし，保有数は，必要数として重

大事故等の対処に必要な個数を有する

設計とするとともに，故障時のバック

アップを必要数以上確保する設計とす

る。⑥-13 

 

 

MOX 燃料加工施設と共用する情報把握

計装設備用屋内伝送系統，建屋間伝送

用無線装置及び制御建屋可搬型情報収

集装置である第１保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置，第２保管庫・貯水所

可搬型情報収集装置及び情報把握計装

設備可搬型発電機は，再処理施設及び

MOX 燃料加工施設における重大事故等対

処に同時に対処することを考慮し，対

処に必要となるデータの伝送，記録容

量及び個数を確保することで，共用に

よって重大事故時の対処に影響を及ぼ

さない設計とする。⑤-6-1,⑥-14 

 

 

 

計測制御装置の監視制御盤及び安全

系監視制御盤は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる制御建屋に設置

し，風（台風）等により重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計

とする。⑦-18 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる情報把握計装設備の情報把

握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間

伝送用無線装置は，第 1章 共通項目の

「9.2 重大事故等対処設備」の

「9.2.7 地震を要因とする重大事故等

に対する施設の耐震設計」地震を要因

とする重大事故等に対する施設の耐震

設計に基づく設計とすることで，重大

事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。⑦-20 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備可搬型発電機は，重

大事故等に対処するために必要な電力を

確保するために必要な容量を有する設計

とし，保有数は，必要数として重大事故

等の対処に必要な個数を有する設計とす

るとともに，故障時のバックアップを必

要数以上確保する。⑥-13 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，再処

理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における

重大事故等対処に同時に対処することを

考慮し，対処に必要となるデータの伝

送，記録容量及び個数を確保すること

で，共用によって重大事故時の対処に影

響を及ぼさない設計とする。⑤-6-1,⑥-

14 

 

 

 

 

 

計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる制御建屋又は使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）

等により機能を損なわない設計とする。

⑦-18 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる情報把握計装設備の情報把握計

装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用

無線装置は，「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 

地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とすること

で，その機能を損なわない設計とする。

⑦-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-13（P81 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-6-1（P81 から） 

⑥-14（P81 から） 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-18（P84 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-20（P84 から） 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【許可からの変更点】 

情報把握計装設備におけ

る MOX 燃料加工施設との

共用の記載について，対

象を明確化した。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため

「設計とする」に修正。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

（以下同じ） 

㊶(P81)から 

㊷(P81)から 

㊸(P84)から 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋及び制御建屋に設置し，

風（台風）等により重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とす

る。⑦-21 

 

情報把握計装設備の建屋間伝送用無

線装置は，風（台風），竜巻，積雪及

び火山の影響に対して，風（台風）及

び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降

下火砕物による積載荷重により重大事

故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。⑦-22 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統は，溢水量及び化学

薬品の漏えいを考慮し，影響を受けな

い位置への設置，被水防護及び被液防

護を講ずる設計とする。⑦-23 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬

型情報収集装置，分離建屋可搬型情報

収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報収集装置，第 1保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第 2

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報表示装置及び情報

把握計装設備可搬型発電機は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる第 1

保管庫・貯水所及び第 2保管庫・貯水

所に保管し，風（台風）等により重大

事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。⑦-24 

 

 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる情報把握計装設備の前処理

建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可

搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情

報収集装置，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収

集装置，制御建屋可搬型情報収集装

置，第 1保管庫・貯水所可搬型情報収

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋，制御建屋及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋に設置し，風（台風）等により機

能を損なわない設計とする。⑦-21 

 

 

情報把握計装設備の建屋間伝送用無線

装置は，風（台風），竜巻，積雪及び火

山の影響に対して，風（台風）及び竜巻

による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物

による積載荷重により機能を損なわない

設計とする。⑦-22 

 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，溢水量及び化学薬品

の漏えいを考慮し，影響を受けない位置

への設置，被水防護及び被液防護を講ず

る設計とする。⑦-23 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる第１

保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所

に保管し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。⑦-24 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる情報把握計装設備の前処理建屋

可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情

報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建

屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第１

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-21（P84 から） 

 

 

 

 

 

 

⑦-22（P85 から） 

 

 

 

 

 

 

⑦-23（P85 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-24（P85 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

（以下同じ） 

㊸(P84)から 

㊹(P85)から 
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集装置，第 2保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置，制御建屋可搬型情報表示

装置及び情報把握計装設備可搬型発電

機は，第 1章 共通項目の「9.2 重大

事故等対処設備」の「9.2.7 地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐

震設計」に基づく設計とすることで，

重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。⑦-25 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬

型情報収集装置，分離建屋可搬型情報

収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報収集装置，第 1保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第 2

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報表示装置及び情報

把握計装設備可搬型発電機は，想定さ

れる重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，線量率

の高くなるおそれの少ない場所の選定

又は当該設備の設置場所への遮蔽の設

置等により当該設備の設置場所で操作

可能な設計とする。⑦-27 

 

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬

型情報収集装置，分離建屋可搬型情報

収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報収集装置，第１保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第

２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

と情報把握計装設備用屋内伝送系統及

び建屋間伝送用無線装置との接続，制

御建屋可搬型情報表示装置との接続

は，コネクタ方式又はより簡便な接続

方式とし，現場での接続が容易に可能

な設計とする。⑧-4 

 

 

 

 

計測制御装置の監視制御盤，安全系

監視制御盤及び情報把握計装設備は，

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第

２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報表示装置，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

及び情報把握計装設備可搬型発電機は，

「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることで，その機

能を損なわない設計とする。⑦-25 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，想定

される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，線量率の

高くなるおそれの少ない場所の選定又は

当該設備の設置場所への遮蔽の設置等に

より当該設備の設置場所で操作可能な設

計とする。⑦-27 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置と情報

把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間

伝送用無線装置との接続，制御建屋可搬

型情報表示装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報表示装置との接続は，

コネクタ方式又はより簡便な接続方式と

し，現場での接続が容易に可能な設計と

する。⑧-4 

 

 

計測制御装置の監視制御盤，安全系監

視制御盤及び情報把握計装設備は，再処

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-25（P85 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦－27（P86 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧－4（P91 から） 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説 】 

「設置等」については操

作性を確保するための線

量低減措置の総称として

示した記載であることか

ら許可の記載を用いた。

（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

（以下同じ） 

㊺(P86)から 

㊻(P91)から 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通常時において，重大事故等への対処

に必要な機能を確認するため，模擬入

力による機能，性能確認（表示）及び

外観確認が可能な設計とする。また，

当該機能を健全に維持するため，取替

え，保修等が可能な設計とする。⑨-3 

 

 

 

 

4.3.1.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

の制御室の計測制御装置 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御

室の計測制御装置は，監視制御盤，安

全系監視制御盤及び情報把握計装設備

で構成する。①-51 

 

情報把握計装設備は，常設重大事故

等対処設備である情報把握計装設備用

屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置，可搬型重大事故等対処設備である

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報表示装置で構成す

る。①-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合におい

て，計測制御装置は，使用済燃料の受

入れ・貯蔵建屋の制御室において，重

要監視パラメータ及び重要代替監視パ

ラメータを監視並びに記録できる設計

とする。①-53 

情報把握計装設備の電源は，情報把

握計装設備可搬型発電機，第 2章 個別

項目の 7.1.1 電気設備」の「7.1.1.9 

代替電源設備」の情報把握計装可搬型

発電機，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設可搬型発電機で構成する。①-

59 

 

 

理施設の運転中又は停止中に，模擬入力

による機能，性能確認（表示）及び外観

確認が可能な設計とする。⑨-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御装置は，監視制御盤，安全系

監視制御盤及び情報把握計装設備で構成

する。①-51 

 

 

情報把握計装設備は，常設重大事故等

対処設備である情報把握計装設備用屋内

伝送系統及び建屋間伝送用無線装置，可

搬型重大事故等対処設備である前処理建

屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型

情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集

装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第

１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置，制御建屋可搬型情報表示装置，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示

装置及び情報把握計装設備可搬型発電機

で構成する。①-52 

 

重大事故等が発生した場合において，

計測制御装置は，制御室において，重要

監視パラメータ及び重要代替監視パラメ

ータを監視並びに記録できる設計とす

る。①-53 

 

情報把握計装設備の電源は，情報把握

計装設備可搬型発電機，「リ．（１）

（ⅰ）（ｂ）（ロ）１） 代替電源設

備」の一部である前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可

搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型発電機及び使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器内の温度，圧力，水

位，水素濃度等想定される重大事故等の

対応に必要となるパラメータは，計測又

は監視できる設計とする。また，計測結

果は中央制御室に指示又は表示し，記録

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨－3（P91 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-51（P57 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-52（P58 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-53（P57 から） 

 

 

 

 

 

①-59（P59 から） 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，設備

構成を明確にした。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，重大

事故等の発生要因に応じ

て対処に有効な電源設備

を使用することを記載し

た。 

⑦(P9)から 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書は，中

央制御室及び使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋の制御室と

して記載しており，基本設

計方針において明確化を図

る。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書は，

中央制御室及び制御建屋

及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の制御室として

記載しており，基本設計

方針において明確化を図

った。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともにパラメ

ータの監視並びに記録するための

設計方針は同様であるが，再処理

施設の重大事故対策手段に応じた

パラメータを監視・記録するた

め，設備構成が異なる。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

（以下同じ） 

 

㉝(P57)から 

㉞(P58)から 

㉝(P57)から 

㉟(P59)から 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監視制御盤及び安全系監視制御盤の

電源は，第 2章 個別項目の 7.1.1 電

気設備」の「7.1.1.1 受電開閉設備」

から給電する設計とする。①-55 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報収集装置及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋可搬型情報表示装置は使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機から第 2章 個別項目の「4.1 

計測制御設備」の可搬型計測ユニット

を介して給電する設計とする。①-56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内的事象を要因として発生した場合

に対処に用いる計測制御装置の監視制

御盤は，自然現象，人為事象，溢水，

化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛

散物に対して代替設備による機能の確

保，関連する工程の停止等により重大

事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。④-10-1 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無

線装置は，共通要因によって計測制御

装置の監視制御盤及び安全系監視制御

盤と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう計測制御装置の監視制御

盤と独立した異なる系統により当該機

能に必要な系統を構成することで，独

立性を有する設計とする。④-10 

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び

機で構成する。①-59 

 

監視制御盤及び安全系監視制御盤の電

源は，「リ．（１）（ⅰ）（ｂ）（ロ） 

重大事故等対処設備」である受電開閉設

備等から給電する設計とする。①-55 

 

前処理建屋可搬型情報収集装置は前処

理建屋可搬型発電機から，分離建屋可搬

型情報収集装置は分離建屋可搬型発電機

から，精製建屋可搬型情報収集装置及び

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型情報収集装置はウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型発電機から，高レベ

ル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装

置は高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

発電機から，制御建屋可搬型情報収集装

置及び制御建屋可搬型情報表示装置は制

御建屋可搬型発電機から，第１保管庫・

貯水所可搬型情報収集装置，第２保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置は情報把

握計装設備可搬型発電機から，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置

及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報表示装置は使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電機から「(３) 

(ⅱ) (ａ)計装設備」の可搬型計測ユニ

ットを介して給電する設計とする。 

①-56 

 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる計測制御装置の監視制御盤

は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬

品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対

して代替設備による機能の確保，関連す

る工程の停止等により重大事故等に対処

するための機能を損なわない設計とす

る。④-10-1 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，計測制御装置の監視制御盤及び安

全系監視制御盤と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤と独立した異なる系統により

当該機能に必要な系統を構成すること

で，独立性を有する設計とする。④-10 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-55（P59 から） 

 

 

 

 

 

 

①－56（P59 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-10-1（P73 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-10（P73 から） 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

（以下同じ） 

㉟(P59)から 

㊲(P73)から 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報表示装置は，第 2章 個別項目の

7.1.1 電気設備」の「7.1.1.1 受電

開閉設備」の使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電機から電力を

給電することで，電気設備の設計基準

対象の施設からの給電で動作する監視

制御盤及び安全系監視制御盤に対して

多様性を有する設計とする。④-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報表示装置は，共通要因によって計測

制御装置の監視制御盤及び安全系監視

制御盤と同時にその機能が損なわれる

おそれがないように，故障時バックア

ップを含めて必要な数量を計測制御装

置の監視制御盤が設置される建屋から

100m 以上の離隔距離を確保した複数の

外部保管エリアに分散して保管するこ

とで，位置的分散を図る設計とする。

④-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御装置の監視制御盤及び安全

系監視制御盤は安全機能を有する施設

として使用する場合と同様の系統構成

で重大事故等対処設備として使用する

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。⑤-7 

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

は，情報把握計装設備可搬型発電機及び

「リ．（１）（ⅰ）（ｂ）（ロ）１）代

替電源設備」の前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可

搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型発電機及び使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機から電力を給電することで，電気設備

の設計基準対象の施設からの給電で動作

する監視制御盤及び安全系監視制御盤に

対して多様性を有する設計とする。④-

11 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可

搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水所

可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情

報表示装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報表示装置は，計測制御装

置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と

共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないように，故障時バッ

クアップを含めて必要な数量を計測制御

装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤

が設置される建屋から100m以上の離隔距

離を確保した複数の外部保管エリアに分

散して保管することで，位置的分散を図

る。④-12 

 

計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤は，安全機能を有する施設と

して使用する場合と同様の系統構成で重

大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。⑤-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-11（P74 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-12（P74 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-7（P78 から） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

計とする」に修正。 

㊲(P74)から 

㊳(P74)から 

㊴(P78)から 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無

線装置は，他の設備から独立して単独

で使用可能なことにより，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。⑤-8 

 

計測制御装置の監視制御盤は，重大

事故等時におけるパラメータを記録す

るために必要な保存容量を有する設計

とする。⑥-15-1 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無

線装置は，収集したパラメータを伝送

可能な容量を有する設計とするととも

に，動的機器の単一故障を考慮した予

備を含めた数量として使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に対して１系統の必要数 1

系統に加え，予備を 1系統，合計 2系

統以上を有する設計とする。⑥-15,15-

2,15-3 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，

収集したパラメータを伝送可能な容量

を有する設計とする。⑥-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，

収集した重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータを電磁的に記録及

び保存し，電源喪失により保存した記

録が失われないようにするとともに帳

票として出力できる設計とする。ま

た，記録に必要な容量は，記録が必要

な期間に亘って保存できる容量を有す

る設計とする。⑥-17 

 

 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，他の設備から独立して単独で使用

可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。⑤-8 

 

計測制御装置の監視制御盤は，重大事

故等時におけるパラメータを記録するた

めに必要な保存容量を有する設計とす

る。⑥-15-1 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，収集したパラメータを伝送可能な

容量を有する設計とするとともに，動的

機器の単一故障を考慮した予備を含めた

数量として前処理建屋に対して１系統，

分離建屋に対して１系統，精製建屋に対

して１系統，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋に対して１系統，高レベル廃液

ガラス固化建屋に対して１系統，制御建

屋に対して１系統，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に対して１系統の必要数７系統

に加え，予備を７系統，合計14系統以上

を有する設計とする。⑥-15 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第

１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及

び第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置は，収集したパラメータを伝送可能な

容量を有する設計とする。⑥-16 

 

情報把握計装設備の制御建屋可搬型情

報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報収集装置は，収集した重

要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータを電磁的に記録及び保存し，電源

喪失により保存した記録が失われないよ

うにするとともに帳票として出力できる

設計とする。また，記録に必要な容量

は，記録が必要な期間に亘って保存でき

る容量を有する設計とする。⑥-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等の対応に必要となるパラメ

ータは，安全パラメータ表示システム

（SPDS）のうち緊急時対策支援システム

伝送装置にて電磁的に記録，保存し，電

源喪失により保存した記録が失われない

とともに帳票が出力できる設計とする。

また，記録は必要な容量を保存できる設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-8（P78 から） 

 

 

 

 

⑥-15-1（P80 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-15（P80 から） 

⑥-15-2（P92 から） 

⑥-15-3（P92 から） 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-16（P80 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-17（P80 から） 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともにパ

ラメータの監視並びに記録す

るための設計方針は同様であ

るが，再処理施設の重大事故

対策手段に応じた設備により

パラメータを監視・記録する

ため，設備構成が異なる。 

⑧(P9)から 

㊴(P78)から 

㊴(P80)から 

㊵(P80)から 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報表示装置は，必要なデータ量の伝送

及び記録容量を有する設計とし，保有

数は，必要数として重大事故等の対処

に必要な個数をそれぞれ 1台有する設

計とするとともに，故障時バックアッ

プを 1台の合計 2台確保する設計とす

る。⑥-18,①-61 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御装置の監視制御盤及び安全

系監視制御盤は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等

により重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。⑦-28 

 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる情報把握計装設備の情報把

握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間

伝送用無線装置は，地震を要因とする

重大事故等に対する施設の耐震設計に

基づく設計とすることで，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。⑦-30 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）

等により重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。⑦-31 

 

 

 

情報把握計装設備の建屋間伝送用無

線装置は，風（台風），竜巻，積雪及

び火山の影響に対して，風（台風）及

び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降

下火砕物による積載荷重により重大事

故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。⑦-32 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

は，必要なデータ量の伝送及び記録容量

を有する設計とし，は，必要数として重

大事故等の対処に必要な個数を有する設

計とするとともに，故障時バックアップ

を必要数以上確保する。⑥-18 

 

計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる制御建屋又は使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）

等により機能を損なわない設計とする。

⑦-28 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる情報把握計装設備の情報把握計

装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用

無線装置は，「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 

地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とすること

で，その機能を損なわない設計とする。

⑦-30 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋，制御建屋及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋に設置し，風（台風）等により機

能を損なわない設計とする。⑦-31 

 

情報把握計装設備の建屋間伝送用無線

装置は，風（台風），竜巻，積雪及び火

山の影響に対して，風（台風）及び竜巻

による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物

による積載荷重により機能を損なわない

設計とする。⑦-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-18（P81 から） 

①-61（P93 から） 

 

 

 

 

 

⑦-28（P84 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦－30（P84 から） 

 

 

 

 

 

 

⑦－31（P84 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦－32（P85 から） 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。  

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，重大事故等対

処設備の個数の設計方針として

各 SA 設備条文に展開することと

整理しているため，個数は本頁

に記載する。 

【許可からの変更点】 

使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報収集装置

及び可搬型情報表示装置

について，それぞれの数

量を基本設計方針で明確

化した。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため「設

計とする」に修正。 

㊶(P81)から 

㊸(P84)から 

㊹(P85)から 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統は，溢水量及び化学

薬品の漏えいを考慮し，影響を受けな

い位置への設置，被水防護及び被液防

護を講ずる設計とする。⑦-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，溢水量及び化学薬品

の漏えいを考慮し，影響を受けない位置

への設置，被水防護及び被液防護を講ず

る設計とする。⑦-33 

 

 

 

 

 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる計測制御装置の監視制御盤

は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬

品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対

して代替設備による機能の確保，関連す

る工程の停止等により重大事故等に対処

するための機能を損なわない設計とす

る。④-5-1,10-1 
 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，計測制御装置の監視制御盤及び安

全系監視制御盤と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤と独立した異なる系統により

当該機能に必要な系統を構成すること

で，独立性を有する設計とする。 

④-7,10 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

は，情報把握計装設備可搬型発電機及び

「リ．（１）（ⅰ）（ｂ）（ロ）１）代

替電源設備」の前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可

搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型発電機及び使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機から電力を給電することで，電気設備

 

 

 

 

(１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18（１） 

ａ．多様性，位置的分散」に示す。◇1  

 

１）計測制御装置 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる計測制御装置の監視制御盤

は，地震等により機能が損なわれる場

合，代替設備による機能の確保により機

能を維持する設計とする。◇1  

また，必要に応じて関連する工程を停

止する等の手順を整備する。◇3  

 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，計測制御装置の監視制御盤及び安

全系監視制御盤と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤と独立した異なる系統により

当該機能に必要な系統を構成すること

で，独立性を有する設計とする。◇1  

 

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

は，情報把握計装設備可搬型発電機及び

「9.2.2.3 主要設備及び仕様」の前処理

建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電

機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電

機及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設可搬型発電機から電力を給電するこ

とで，電気設備の設計基準対象の施設か

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦－33（P85 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-5-1（P62 へ） 

④-10-1（P69 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-7（P62 へ） 

④-10（P69へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊹(P85)から 
（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 ㊲(P62,69)へ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報表示装置は，外部からの衝撃による

損傷を防止できる第 1保管庫・貯水所

及び第 2保管庫・貯水所に保管し，風

（台風）等により重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とす

る。⑦-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる情報把握計装設備の使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装

置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可

搬型情報表示装置は，第 1章 共通項目

の「9.2 重大事故等対処設備」の

の設計基準対象の施設からの給電で動作

する監視制御盤及び安全系監視制御盤に

対して多様性を有する設計とする。④-

8,11 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可

搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水所

可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情

報表示装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報表示装置は，計測制御装

置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と

共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないように，故障時バッ

クアップを含めて必要な数量を計測制御

装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤

が設置される建屋から100m以上の離隔距

離を確保した複数の外部保管エリアに分

散して保管することで，位置的分散を図

る。④-9,12 

 

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる第１

保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所

に保管し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。⑦-34 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる情報把握計装設備の前処理建屋

可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情

報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラ

らの給電で動作する計測制御装置の監視

制御盤及び安全系監視制御盤に対して多

様性を有する設計とする。◇1  

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情

報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装

置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情

報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建

屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型

情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置，第２保管庫・貯水所可

搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報

表示装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋可搬型情報表示装置は，計測制御装置

の監視制御盤及び安全系監視制御盤と共

通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないように，故障時バック

アップを含めて必要な数量を計測制御装

置の監視制御盤及び安全系監視制御盤が

設置される建屋から100m 以上の離隔距

離を確保した複数の外部保管エリアに分

散して保管することで位置的分散を図

る。◇1  

 

２）制御室換気設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備は，地震等により機能

が損なわれる場合，代替使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備による機能

の確保により機能を維持する設計とす

る。また，必要に応じて関連する工程を

停止する等の手順を整備する。◇2  

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，制御建屋中央制

御室換気設備の中央制御室送風機と共通

要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，制御建屋中央制御

室換気設備の中央制御室送風機に給電す

るための設計基準対象の施設と兼用する

電気設備の一部である受電開閉設備等に

対して，代替電源設備の制御建屋可搬型

発電機から電力を供給することで，制御

建屋中央制御室換気設備の中央制御室送

風機に対して多様性を有する設計とす

る。◇2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，使用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-8（P62 へ） 

④-11（P69 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-9（P63 へ） 

④-12（P70へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦－34（P85 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊹(P85)から 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

㊳(P63)へ 
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「9.2.7 地震を要因とする重大事故等

に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることで，重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とす

る。⑦-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報表示装置は，想定される重大事故等

が発生した場合においても操作に支障

がないように，線量率の高くなるおそ

れの少ない場所の選定又は当該設備の

設置場所への遮蔽の設置等により当該

設備の設置場所で操作可能な設計とす

る。⑦-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置は，可搬型監視ユニット内

に搭載することで，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋内の環境条件を考慮して

も重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 

⑦-37 

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び

建屋間伝送用無線装置との接続，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表

示装置との接続は，コネクタ方式又は

より簡便な接続方式とし，現場での接

続が容易に可能な設計とする。⑧-5 

 

 

 

ス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建

屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第１

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第

２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報表示装置，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

及び情報把握計装設備可搬型発電機は，

「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることで，その機

能を損なわない設計とする。⑦-25,35 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，想定

される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，線量率の

高くなるおそれの少ない場所の選定又は

当該設備の設置場所への遮蔽の設置等に

より当該設備の設置場所で操作可能な設

計とする。⑦-36 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置は，可搬型監視ユニット内に

搭載することで，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋内の環境条件を考慮しても機能を

損なわない設計とする。⑦-37 

 

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置と情報

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

の制御室送風機と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備の制御室送風機に給電するため

の設計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等に対し

て，代替電源設備の使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機から電力

を供給することで，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機

に対して多様性を有する設計とする。◇2  

 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

制御建屋中央制御室換気設備と共通要因

によって同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，制御建屋中央制御室換

気設備とは異なる換気経路とすること

で，制御建屋中央制御室換気設備に対し

て独立性を有する設計とする。◇2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備とは異なる換気経路とする

ことで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備に対して独立性を有する設

計とする。◇2  

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，制御建屋中央制

御室換気設備の中央制御室送風機と共通

要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないように，制御建屋中央制

御室換気設備の中央制御室送風機が設置

される建屋から100ｍ以上の離隔距離を

確保した外部保管エリアに保管するとと

もに，制御建屋にも保管することで，必

要数及び故障時バックアップを複数個所

に分散して保管し，位置的分散を図る設

計とする。制御建屋内に保管する場合は

中央制御室送風機が設置される場所と異

なる場所に保管することで位置的分散を

図る。◇2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

の制御室送風機と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

うに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の制御室送風機が設置される

 

 

 

 

⑦-35（P85 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-36（P86 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-37（P86 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊺(P86)から 

㊼(P86)から 

㊻(P91)から 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御装置の監視制御盤，安全系監

視制御盤及び情報把握計装設備は，通

常時において，重大事故等への対処に

必要な機能を確認するため，模擬入力

による機能，性能確認（表示）及び外

観確認が可能な設計とする。また，当

該機能を健全に維持するため，取替

え，保修等が可能な設計とする。⑨-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間

伝送用無線装置との接続，制御建屋可搬

型情報表示装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報表示装置との接続は，

コネクタ方式又はより簡便な接続方式と

し，現場での接続が容易に可能な設計と

する。⑧-5 

 

計測制御装置の監視制御盤，安全系監

視制御盤及び情報把握計装設備は，再処

理施設の運転中又は停止中に，模擬入力

による機能，性能確認（表示）及び外観

確認が可能な設計とする。⑨-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保し

た外部保管エリアに保管するとともに，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保管す

ることで，必要数及び故障時バックアッ

プを複数個所に分散して保管し，位置的

分散を図る設計とする。使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋内に保管する場合は制御室

送風機が設置される場所と異なる場所に

保管することで位置的分散を図る。◇2  

 

３）制御室照明設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室代替照明設備は，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，中央制御室

照明設備の運転保安灯及び直流非常灯に

給電するための設計基準対象の施設と兼

用する電気設備の一部である受電開閉設

備等に対して，中央制御室代替照明設備

に内蔵されている蓄電池から電力を供給

することで，中央制御室照明設備の運転

保安灯及び直流非常灯に対して多様性を

有する設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設

備の運転保安灯及び直流非常灯と共通要

因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運

転保安灯及び直流非常灯に給電するため

の設計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等に対し

て，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備に内蔵されてい

る蓄電池から電力を供給することで，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室照明設備の運転保安灯及び直流非常

灯に対して多様性を有する設計とする。 

中央制御室代替照明設備は，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，中央制御室

代替照明設備のみで使用可能とすること

で，中央制御室照明設備の運転保安灯及

び直流非常灯に対して独立性を有する設

計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設

 

 

 

 

 

 

 

⑧-5（P91 から） 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-5（P91 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊻(P91)から 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第

33 条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 
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備の運転保安灯及び直流非常灯と共通要

因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備

のみで使用可能とすることで，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照

明設備の運転保安灯及び直流非常灯に対

して独立性を有する設計とする。◇2  

中央制御室代替照明設備は，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないように，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

が設置される建屋から100ｍ以上の離隔

距離を確保した外部保管エリアに保管す

るとともに，制御建屋にも保管すること

で，必要数及び故障時バックアップを複

数個所に分散して保管し，位置的分散を

図る設計とする。制御建屋内に保管する

場合は中央制御室照明設備の運転保安灯

及び直流非常灯が設置される場所と異な

る場所に保管することで位置的分散を図

る。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋内の使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運

転保安灯及び直流非常灯と共通要因によ

って同時にその機能が損なわれるおそれ

がないように，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋内の使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室照明設備の運転保安灯及

び直流非常灯が設置される建屋から100

ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エ

リアに保管するとともに，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋にも保管することで，必

要数及び故障時バックアップを複数個所

に分散して保管し，位置的分散を図る設

計とする。使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

内に保管する場合は制御室照明設備の運

転保安灯及び直流非常灯が設置される場

所と異なる場所に保管することで位置的

分散を図る。◇2  

 

４）制御室環境測定設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室環境測定設備は，制御建屋

から100ｍ以上の離隔距離を確保した外

部保管エリアに保管するとともに，対処

を行う建屋内にも保管することで，必要

数及び故障時バックアップを複数個所に
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計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤は，安全機能を有する施設と

して使用する場合と同様の系統構成で重

大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。⑤-5,7 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，他の設備から独立して単独で使用

可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。⑤-6,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分散して保管し，位置的分散を図る設計

とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋から100ｍ以上の離隔距

離を確保した外部保管エリアに保管する

とともに，対処を行う建屋内にも保管す

ることで，必要数及び故障時バックアッ

プを複数個所に分散して保管し，位置的

分散を図る設計とする。◇2  

 

５）制御室放射線計測設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室放射線計測設備は，制御建

屋内に必要数及び故障時バックアップを

複数個所に分散して保管し，位置的分散

を図る設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋内に必要数及び故障時

バックアップを複数個所に分散して保管

し，位置的分散を図る設計とする。◇2  

 

(２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18（１） 

ｂ．悪影響防止」に示す。◇1  

 

１）計測制御装置 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤は，安全機能を有する施設と

して使用する場合と同様の系統構成で重

大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。◇1  

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，他の設備から独立して単独で使用

可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。◇1  

 

２）制御室換気設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

制御建屋中央制御室換気設備は，安全

機能を有する施設として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備とし

て使用することにより，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。◇2  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，安全機能を有する施設として

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-5（P63 へ） 

⑤-7（P70 へ） 

 

 

 

 

⑤-6（P63 へ） 

⑤-8（P71 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊴(P63，70，71)へ 
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計測制御装置の監視制御盤は，重大事

使用する場合と同じ系統構成で重大事故

等対処設備として使用することにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。◇2  

制御建屋中央制御室換気設備の中央制

御室送風機は，回転体が飛散することを

防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。◇2  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の制御室送風機は，回転体が飛散

することを防ぐことで他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。◇2  

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，回転体が飛散す

ることを防ぐことで他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。◇2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，回転

体が飛散することを防ぐことで他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。◇2  

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，他の設備から独

立して単独で使用可能なことにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。◇2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，他の

設備から独立して単独で使用可能なこと

により，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。◇2  

 

３）制御室遮蔽設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

中央制御室遮蔽は，安全機能を有する

施設として使用する場合と同じ系統構成

で重大事故等対処設備として使用するこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。◇2  

制御室遮蔽は，安全機能を有する施設

として使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。◇2  

 

(３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18（２） 

個数及び容量」に示す。◇1  

 

１）計測制御装置 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

計測制御装置の監視制御盤は，重大事
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故等時におけるパラメータを記録するた

めに必要な保存容量を有する設計とす

る。⑥-6,15-1 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，収集したパラメータを伝送可能な

容量を有する設計とするとともに，動的

機器の単一故障を考慮した予備を含めた

数量として前処理建屋に対して１系統，

分離建屋に対して１系統，精製建屋に対

して１系統，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋に対して１系統，高レベル廃液

ガラス固化建屋に対して１系統，制御建

屋に対して１系統，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に対して１系統の必要数７系統

に加え，予備を７系統，合計14系統以上

を有する設計とする。⑥-7,15 

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情

報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装

置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情

報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建

屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第１

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

は，収集したパラメータを伝送可能な容

量を有する設計とする。⑥-16,10 

 

情報把握計装設備の制御建屋可搬型情

報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報収集装置は，収集した重

要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータを電磁的に記録及び保存し，電源

喪失により保存した記録が失われないよ

うにするとともに帳票として出力できる

設計とする。また，記録に必要な容量

は，記録が必要な期間に亘って保存でき

る容量を有する設計とする。 

⑥-11,17 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

故等時におけるパラメータを記録するた

めに必要な保存容量を有する設計とす

る。◇1  

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，収集したパラメータを伝送可能な

容量を有する設計とするとともに，動的

機器の単一故障を考慮した予備を含めた

数量として前処理建屋に対して１系統，

分離建屋に対して１系統，精製建屋に対

して１系統，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋に対して１系統，高レベル廃液

ガラス固化建屋に対して１系統，制御建

屋に対して１系統，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に対して１系統の必要数７系統

に加え，予備を７系統，合計14 系統以

上を有する設計とする。◇1  

 

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第

１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及

び第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置は，収集したパラメータを伝送可能な

容量を有する設計とする。◇1  

 

情報把握計装設備の制御建屋可搬型情

報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報収集装置は，収集した重

要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータを電磁的に記録及び保存し，電源

喪失により保存した記録が失われないよ

うにするとともに帳票として出力できる

設計とする。また，記録に必要な容量

は，記録が必要な期間に亘って保存でき

る容量を有する設計とする。◇1  

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

 

 

⑥-6（P63 へ） 

⑥-15-1（P71へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-7（P63 へ） 

⑥-15（P71 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-16（P71 へ） 

⑥-10（P64 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-11（P64 へ） 

⑥-17（P71 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書は，制

御建屋及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の制御室とし

て記載しており，基本設計

方針において明確化を図っ

た。 

㊴(P63)へ 

㊵(P64)へ 
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蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

は，必要なデータ量の伝送及び記録容量

を有する設計とし，は，必要数として重

大事故等の対処に必要な個数を有する設

計とするとともに，故障時バックアップ

を必要数以上確保する。 

⑥-12,18 

 

情報把握計装設備可搬型発電機は，重

大事故等に対処するために必要な電力を

確保するために必要な容量を有する設計

とし，保有数は，必要数として重大事故

等の対処に必要な個数を有する設計とす

るとともに，故障時のバックアップを必

要数以上確保する。⑥-13 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，再処

理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における

重大事故等対処に同時に対処することを

考慮し，対処に必要となるデータの伝

送，記録容量及び個数を確保すること

で，共用によって重大事故時の対処に影

響を及ぼさない設計とする。⑤-6-1,⑥-

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

は，必要なデータ量の伝送及び記録容量

を有する設計とし，保有数は，必要数と

して重大事故等の対処に必要な個数を有

する設計とするとともに，故障時のバッ

クアップを必要数以上確保する。◇1  

 

 

情報把握計装設備可搬型発電機は，重

大事故等に対処するために必要な電力を

確保するために必要な容量を有する設計

とし，保有数は，必要数として重大事故

等の対処に必要な個数を有する設計とす

るとともに，故障時のバックアップを必

要数以上確保する。◇1  

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する情報把

握計装設備の第１保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置及び情報把握計装設備可

搬型発電機は，再処理施設及びＭＯＸ燃

料加工施設における重大事故等対処に同

時に対処することを考慮し，対処に必要

となるデータの伝送，記録容量及び個数

を確保することで，共用によって重大事

故時の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。◇1  

情報把握計装設備の可搬型情報収集装

置，可搬型情報表示装置及び情報把握計

装設備可搬型発電機の個数を第6.2.5－

１表に示す。◇1  

 

２）制御室換気設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

制御建屋中央制御室換気設備の中央制

御室送風機は，想定される重大事故等時

に実施組織要員が中央制御室にとどまる

ために十分な換気風量を有する設計とす

るとともに，動的機器の単一故障を考慮

した予備を含めた数量２台以上を有する

設計とする。◇2  

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の制御室送風機は，想定される重

大事故等時に実施組織要員が使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にと

どまるために十分な換気風量を有する設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-12（P64 へ） 

⑥-18（P72 へ） 

 

 

 

 

 

 

⑥-13（P65 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-6-1（P65 へ） 

⑥-14（P65 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報収集装置

及び可搬型情報表示装置

について，それぞれの数

量を基本設計方針「⑥-

18」で明確化した。 

【許可からの変更点】 

前処理建屋可搬型情報収集装

置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収

集装置，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋可搬型情報収

集装置，高レベル廃液ガラス

固化建屋可搬型情報収集装

置，制御建屋可搬型情報収集

装置，第１保管庫・貯水所可

搬型情報収集装置，第２保管

庫・貯水所可搬型情報収集装

置及び制御建屋可搬型情報表

示装置について，それぞれの

数量を基本設計方針「⑥-

12」で明確化した。 

㊶(P64，65，72)へ 

㊷(P65)へ 
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計とするとともに，動的機器の単一故障

を考慮した予備を含めた数量２台以上を

有する設計とする。◇2  

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，想定される重大

事故等時に実施組織要員が中央制御室に

とどまるために十分な換気風量を確保す

るために必要な台数を有する設計とする

とともに，保有数は，必要数として２

台，予備として故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップを３台の合

計５台以上を確保する。また，代替制御

建屋中央制御室換気設備の代替中央制御

室送風機は，複数の敷設ルートで対処で

きるよう必要数を複数の敷設ルートに確

保するとともに，制御建屋内に保管する

代替制御建屋中央制御室換気設備の制御

建屋の可搬型ダクトについては，１式以

上の予備を含めた個数を必要数として確

保する。◇2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，想定

される重大事故等時に実施組織要員が制

御室にとどまるために十分な換気風量を

確保するために必要な台数を有する設計

とするとともに，保有数は，必要数とし

て１台，予備として故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップを２台

の合計３台以上を確保する。また，代替

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備の代替制御室送風機は，複数の敷設

ルートで対処できるよう必要数を複数の

敷設ルートに確保するとともに，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管する代替

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の可搬型ダクトについては，１式以

上の予備を含めた個数を必要数として確

保する。◇2  

 

３）制御室照明設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室代替照明設備は，想定され

る重大事故等時に実施組織要員が中央制

御室で操作可能な照明を確保するために

必要な台数を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数として76 台，予

備として故障時及び保守点検による待機

除外時のバックアップを86台の合計162 

台以上を確保する。◇2  
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使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，想定される重

大事故等時に実施組織要員が使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室で操

作可能な照明を確保するために必要な台

数を有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として17 台，予備として故

障時及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップを19 台の合計36 台以上を確

保する。◇2  

 

４）制御室環境測定設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室環境測定設備の可搬型酸素

濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可

搬型窒素酸化物濃度計は，中央制御室の

酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化

物濃度が活動に支障がない範囲内にある

ことを測定するために必要な台数を有す

る設計とするとともに，保有数は，必要

数として各１個を１セットとして，予備

として故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップを２セットの合計３

セット以上を確保する。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備の可搬型酸素濃度

計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型

窒素酸化物濃度計は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素濃

度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度

が活動に支障がない範囲内にあることを

測定するために必要な台数を有する設計

とするとともに，保有数は，必要数とし

て各１個を１セットとして，予備として

故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップを２セットの合計３セット

以上を確保する。◇2  

 

５）制御室放射線計測設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室放射線計測設備のガンマ線

用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・

ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）は，中央

制御室の実効線量が活動に支障がない範

囲内にあることを測定するために必要な

台数を有する設計とするとともに，保有

数は，必要数として各１個を１セットと

して，予備として故障時のバックアップ

を１セットの合計２セット以上を確保す
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計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる制御建屋又は使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）

等により機能を損なわない設計とする。

⑦-18,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる情報把握計装設備の情報把握計

装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用

無線装置は，「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 

地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とすること

で，その機能を損なわない設計とする。

⑦-20,30 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋，制御建屋及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋に設置し，風（台風）等により機

る。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備のガンマ線用サ

ーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

型ダストサンプラ（ＳＡ）は，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

実効線量が活動に支障がない範囲内にあ

ることを測定するために必要な台数を有

する設計とするとともに，保有数は，必

要数として各１個を１セットとして，予

備として故障時のバックアップを１セッ

トの合計２セット以上を確保する。◇2  

 

(４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18（３） 

環境条件等」に示す。◇1  

 

１）計測制御装置 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる制御建屋又は使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）

等により機能を損なわない設計とする。

◇1  

 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる計測制御装置の監視制御盤

及び安全系監視制御盤は，地震等により

機能が損なわれる場合，代替設備による

機能の確保，修理の対応等により機能を

維持する設計とする。◇1  

また，必要に応じて関連する工程を停

止する等の手順を整備する。◇3  

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる情報把握計装設備の情報把握計

装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用

無線装置は，1.7.18（５） 地震を要因

とする重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることでその機能

を損なわない設計とする。◇1  

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋，制御建屋及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋に設置し，風（台風）等により機
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⑦-28（P72 へ） 
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⑦-30（P72 へ） 
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能を損なわない設計とする。⑦-21,31 

 

情報把握計装設備の建屋間伝送用無線

装置は，風（台風），竜巻，積雪及び火

山の影響に対して，風（台風）及び竜巻

による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物

による積載荷重により機能を損なわない

設計とする。⑦-22,32 

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，溢水量及び化学薬品

の漏えいを考慮し，影響を受けない位置

への設置，被水防護及び被液防護を講ず

る設計とする。⑦-23,33 

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる第１

保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所

に保管し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。⑦-24,34 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる情報把握計装設備の前処理建屋

可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情

報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建

屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第１

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第

２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報表示装置，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

及び情報把握計装設備可搬型発電機は，

「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることで，その機

能を損なわない設計とする。◇1  

 

情報把握計装設備の建屋間伝送用無線

装置は，風（台風），竜巻，積雪及び火

山の影響に対して，風（台風）及び竜巻

による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物

による積載荷重により機能を損なわない

設計とする。◇1  

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，溢水量及び化学薬品

の漏えいを考慮し，影響を受けない位置

への設置，被水防護及び被液防護を講ず

る設計とする。◇1  

 

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる第１

保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所

に保管し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。◇1  

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる情報把握計装設備の前処理建屋

可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情

報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建

屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第１

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第

２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報表示装置，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

及び情報把握計装設備可搬型発電機は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

⑦-21（P66 へ） 

⑦-31（P72 へ） 
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⑦-32（P72 へ） 
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能を損なわない設計とする。⑦-25,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，想定

される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，線量率の

高くなるおそれの少ない場所の選定又は

当該設備の設置場所への遮蔽の設置等に

より当該設備の設置場所で操作可能な設

計とする。⑦-27,36 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置は，可搬型監視ユニット内に

搭載することで，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋内の環境条件を考慮しても機能を

損なわない設計とする。⑦-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い設計とする。◇1  

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

可搬型発電機は，積雪及び火山の影響に

対して，積雪に対しては除雪する手順

を，火山の影響（降下火砕物による積載

荷重）に対しては徐灰及び屋内へ配備す

る手順を整備する。◇3  

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，想定

される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，線量率の

高くなるおそれの少ない場所の選定又は

当該設備の設置場所への遮蔽の設置等に

より当該設備の設置場所で操作可能な設

計とする。◇1  

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，可

搬型監視ユニット内に搭載することで，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境条

件を考慮しても機能を損なわない設計と

する。◇1  

 

２）制御室換気設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

制御建屋中央制御室換気設備は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる制御

建屋に設置し，風（台風）等により機能

を損なわない設計とする。◇2  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

に設置し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。◇2  

制御建屋中央制御室換気設備は，配管

の全周破断に対して，放射性物質を含む

腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）を内

包する配管が近傍にない制御建屋の室に

⑦-25（P67 へ） 

⑦-35（P74 へ） 
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敷設することにより，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶

媒等）により機能を損なわない設計とす

る。◇2  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，配管の全周破断に対して，放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）を内包する配管が近傍にない

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の室に敷設

することにより，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）により機能を損なわない設計とす

る。◇2  

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

外部からの衝撃による損傷を防止できる

制御建屋に保管し，風（台風等）により

機能を損なわない設計とする。◇2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋に保管し，風（台風等）により機能

を損なわない設計とする。◇2  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替制御建屋中央制御室換気設

備は，1.7.18（５） 地震を要因とする

重大事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とすることでその機能を損な

わない設計とする。◇2  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備は，「1.7.18（５） 

地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とすること

でその機能を損なわない設計とする。◇2  

 

代替中央制御室換気設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管

することにより，機能を損なわない設計

とする。◇2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，内部発生飛散物の影響を

考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の

内部発生飛散物の影響を受けない場所に

保管することにより，機能を損なわない

設計とする。◇2  

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

配管の全周破断に対して，漏えいした放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）の影響を受けない位置に保管
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することにより，機能を損なわない設計

とする。◇2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，配管の全周破断に対し

て，漏えいした放射性物質を含む腐食性

の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受

けない位置に保管することにより，機能

を損なわない設計とする。◇2  

 

３）制御室照明設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室代替照明設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる制御建屋

に保管し，風（台風等）により機能を損

なわない設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風等）

により機能を損なわない設計とする。◇2  

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室代替照明設備は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。◇2  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室代替照明設備は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。◇2  

中央制御室代替照明設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管

することにより，機能を損なわない設計

とする。◇2  

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，内部発生飛散

物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。◇2  

中央制御室代替照明設備は，配管の全

周破断に対して，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす
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る。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，配管の全周破

断に対して，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の

影響を受けない位置に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。◇2  

 

４）制御室遮蔽設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室遮蔽は，「1.7.18

（５） 地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計」に基づく設計と

することでその機能を損なわない設計と

する。◇2  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる制御室遮蔽は，「1.7.18（５） 

地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とすること

でその機能を損なわない設計とする。◇2  

 

 

５）制御室環境測定設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室環境測定設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる制御建屋

に保管し，風（台風等）により機能を損

なわない設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風等）

により機能を損なわない設計とする。◇2  

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室環境測定設備は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。◇2  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室環境測定設備は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。◇2  

中央制御室環境測定設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管
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することにより，機能を損なわない設計

とする。◇2  

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，内部発生飛散

物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。◇2  

中央制御室環境測定設備は，配管の全

周破断に対して，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，配管の全周破

断に対して，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の

影響を受けない位置に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。◇2  

 

６）制御室放射線計測設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室放射線計測設備は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる制御建

屋に保管し，風（台風等）により機能を

損なわない設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風

等）により機能を損なわない設計とす

る。◇2  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室放射線計測設備は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。◇2  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室放射線計測設備は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。◇2  

中央制御室放射線計測設備は，内部発

生飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内

部発生飛散物の影響を受けない場所に保

管することにより，機能を損なわない設
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情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置と情報

把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間

伝送用無線装置との接続，制御建屋可搬

型情報表示装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報表示装置との接続は，

コネクタ方式又はより簡便な接続方式と

し，現場での接続が容易に可能な設計と

する。⑧-4,5 

 

 

 

計測制御装置の監視制御盤，安全系監

視制御盤及び情報把握計装設備は，再処

理施設の運転中又は停止中に，模擬入力

による機能，性能確認（表示）及び外観

確認が可能な設計とする。⑨-3,5 

計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，内部発生飛

散物の影響を考慮し，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を

受けない場所に保管することにより，機

能を損なわない設計とする。◇2  

中央制御室放射線計測設備は，配管の

全周破断に対して，漏えいした放射性物

質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，配管の全周

破断に対して，漏えいした放射性物質を

含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）

の影響を受けない位置に保管することに

より，機能を損なわない設計とする。◇2  

 

 

(５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18（４）

ａ．操作性の確保」に示す。◇1  

 

１）計測制御装置 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置と情

報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋

間伝送用無線装置との接続，制御建屋可

搬型情報表示装置，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋可搬型情報表示装置との接続

は，コネクタ方式又はより簡便な接続方

式とし，現場での接続が容易に可能な設

計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧-4（P67 へ） 

⑧-5（P75 へ） 

 

 

 

 

 

⑨-3（P67 へ） 

⑨-5（P76 へ） 

㊻(P67，75，76)へ 
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１） 計測制御装置 

［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 情報把握計装設備 

情報把握計装用設備用屋内伝送系統 

14 系統（うち予備

７系統）⑥-7-1,15-2 

建屋間伝送用無線装置 14 系統（うち予

備７系統）⑥-7-2,15-3 

ⅱ）監視制御盤（「ヘ．（４）（ｉ）制御

室等」と兼用） １ 式①-43-1 

ⅲ 安全系監視制御盤（「ヘ．（４）

（ｉ）制御室等」と兼用） １ 式 

①-43-2 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 情報把握計装設備 

前処理建屋可搬型情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バックア

ップを１台） 

分離建屋可搬型情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バックア

ップを１台） 

精製建屋可搬型情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バックア

ップを１台） 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バックア

ップを１台） 

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

情報収集装置２ 台（予備として故障時

バックアップを１台） 

制御建屋可搬型情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バックア

ップを１台） 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報収集装置２ 台（予備として故障時

バックアップを１台） 

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集

装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

２ 台（予備として故障時バックア

ップを１台） 

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集

装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

２ 台（予備として故障時バックア

ップを１台） 

制御建屋可搬型情報表示装置 

２ 台（予備として故障時バックア

ップを１台） 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報表示装置２ 台（予備として故障時

 

 

 

 

 

 

6.2.5.3 主要設備及び仕様 

制御室（重大事故等時）の主要設備及

び仕様を第6.2.5－１表に示す。◇2  

 

 

6.2.5.4 系統構成及び主要設備 

6.2.5.4.1 中央制御室 

重大事故等が発生した場合において，

中央制御室にて必要な操作及び措置を行

う実施組織要員が中央制御室にとどまる

ために必要な居住性を確保するための設

備は，計測制御装置，制御室換気設備，

制御室照明設備，制御室遮蔽設備，制御

室環境測定設備及び制御室放射線計測設

備で構成する。◇2  

 

中央制御室は，情報把握計装設備の制

御建屋可搬型情報表示装置及び制御建屋

可搬型情報収集装置を配備できる区画を

有する構造とする。◇2  

重大事故等が発生し，中央制御室の外

側が放射性物質により汚染したような状

況下において，中央制御室の外側から中

央制御室に放射性物質による汚染を持ち

込むことを防止するため，出入管理建屋

から中央制御室に連絡する通路上及び制

御建屋の外から中央制御室に連絡する通

路上に出入管理区画を設ける設計とす

る。◇2  

汚染が確認された場合に除染作業がで

きる区画は，汚染検査を行う区画に隣接

して設置する設計とする。◇2  

全交流動力電源喪失時においても，出

入管理区画は必要な照明を制御室照明設

備を用いて確保する設計とする。◇2  

中央制御室の外から中央制御室に連絡

する通路上の出入管理区画配置概要図を

第6.2.5－１図，出入管理建屋から中央

制御室に連絡する通路上の出入管理区画

配置概要図を第6.2.5－２図，第6.2.5－

３図にそれぞれ示す。◇2  

中央制御室は，各重大事故の有効性評

価の対象としている事象のうち， も厳

しい結果を与える全交流動力電源の喪失

を起因とする「放射線分解により発生す

 

 

 

 

 

⑥-7-1（P63 へ） 

⑥-15-2（P71 へ） 

⑥-7-2（P63 へ） 

⑥-15-3（P71 へ） 

①-43-1（P60 へ） 

 

 

①-43-2（P60 へ） 
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バックアップを１台）①-57,61 

情報把握計装設備可搬型発電機（Ｍ

ＯＸ燃料加工施設と共用） 

５ 台（予備として故障時バックア

ップを３台） 

（b） 制御室換気設備 

重大事故等が発生した場合において，

制御室換気設備は，制御室にとどまるた

めに十分な換気風量を確保できる設計と

する。□1  

制御室換気設備は，代替制御建屋中央

制御室換気設備，制御建屋中央制御室換

気設備，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備で構成す

る。□1  

制御室換気設備は，制御建屋中央制御

室換気設備及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備を常設重大事故等対

処設備として位置付けるとともに，代替

制御建屋中央制御室換気設備及び代替使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備を可搬型重大事故等対処設備として配

備する。□1  

制御室換気設備は，「リ．（１)

（ⅰ） 電気設備」の一部である非常用

電源建屋の6.9ｋＶ非常用主母線，制御

建屋の6.9ｋＶ非常用母線，制御建屋の

460Ｖ非常用母線，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の6.9ｋＶ非常用母線，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋の460Ｖ非常用母

線及び代替電源設備の制御建屋可搬型発

電機又は使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設可搬型発電機により電力を供給す

る設計とする。可搬型発電機の運転に必

要な燃料は，補機駆動用燃料補給設備か

ら補給が可能な設計とする。□1  

設計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等及び補機

駆動用燃料補給設備の一部である軽油貯

槽を常設重大事故等対処設備として設置

する。□1  

補機駆動用燃料補給設備の一部である

軽油用タンクローリ，代替電源設備の一

部である制御建屋可搬型発電機並びに使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬

型発電機，代替所内電気設備の一部であ

る制御建屋の可搬型分電盤，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電

盤，制御建屋の可搬型電源ケーブル並び

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

る水素による爆発」と「冷却機能の喪失

による蒸発乾固」の重畳の発生時におい

て，実施組織要員のマスクの着用及び交

代要員体制を考慮せず，中央制御室は代

替制御建屋中央制御室換気設備による外

気取入れにて換気を実施している状況下

において評価し，中央制御室にとどまり

必要な操作及び措置を行う実施組織要員

及びＭＯＸ燃料加工施設から中央制御室

に移動する要員の実効線量が，７日間で

100ｍＳｖを超えない設計とする。◇2  

なお，中央制御室における居住性に係

る被ばく評価結果は，上記状況下におい

て約1×10-3ｍＳｖであり，7 日間で100

ｍＳｖを超えない。◇2  

中央制御室の重大事故等対処設備の機

器配置概要図を第6.2.5－４図～第6.2.5

－７図に示す。◇2  

 

（１） 計測制御装置 

重大事故等が発生した場合，中央制御

室において「6.2.1 計装設備」の重要監

視パラメータ及び重要代替監視パラメー

タを監視並びに記録できる設備として計

測制御装置を設置又は配備する。◇4  

また，計測制御装置のうち，設計基準

対象の施設と兼用する設備は，重大事故

等対処設備として位置付ける。◇1  

計測制御装置は，監視制御盤，安全系

監視制御盤及び情報把握計装設備で構成

し，重大事故等の発生要因に応じて対処

に有効な設備を使用し，監視及び記録す

る。◇4  

監視制御盤は，内的事象による安全機

能の喪失を要因とし，全交流動力電源の

喪失を伴わない重大事故等が発生した場

合において，重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータを監視並びに記録

するための設備であり，常設重大事故等

対処設備として位置付ける。◇1  

安全系監視制御盤は，内的事象による

安全機能の喪失を要因とし，全交流動力

電源の喪失を伴わない重大事故等が発生

した場合において，重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを監視する

ための設備であり，常設重大事故等対処

設備として位置付ける。◇1  

情報把握計装設備は，外的事象による

安全機能の喪失及び内的事象のうち全交

流動力電源の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合，並びに内的事象によ

①-57,61（P64，72

へ） 
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の可搬型電源ケーブルを可搬型重大事故

等対処設備として配備する。□1  

補機駆動用燃料補給設備については

「リ．(４) (ⅶ) 補機駆動用燃料補給設

備」に，設計基準対象の施設と兼用する

電気設備の一部である受電開閉設備等及

び代替電源設備並びに代替所内電気設備

については「リ． (１) (ⅰ) 電気設

備」に示す。□1  

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，自然現象，人為事象，溢水，

化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散

物に対して，代替使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室換気設備による機能の確保

により重大事故等に対処するための機能

を損なわない設計とする。□1  

制御建屋中央制御室換気設備は，安全

機能を有する施設として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備とし

て使用することにより，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。□1  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，安全機能を有する施設として

使用する場合と同じ系統構成で重大事故

等対処設備として使用することにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。□1  

制御建屋中央制御室換気設備の中央制

御室送風機は，想定される重大事故等時

に実施組織要員が中央制御室にとどまる

ために十分な換気風量を有する設計とす

るとともに，動的機器の単一故障を考慮

した予備を含めた数量２台以上を有する

設計とする。□1  

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の制御室送風機は，想定される重

大事故等時に実施組織要員が使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にと

どまるために十分な換気風量を有する設

計とするとともに，動的機器の単一故障

を考慮した予備を含めた数量２台以上を

有する設計とする。□1  

制御建屋中央制御室換気設備は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる制御

建屋に設置し，風（台風）等により機能

を損なわない設計とする。□1  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

る安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合において，重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータを

監視並びに記録するための設備であり，

可搬型重大事故等対処設備として前処理

建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬

型情報収集装置，精製建屋可搬型情報収

集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制

御建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置及び情報把握計

装設備可搬型発電機を配備し，常設重大

事故等対処設備として情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置を設置する。◇4  

情報把握計装設備用屋内伝送系統は，

6.2.1.3 主要設備及び仕様」の可搬型重

要計器及び可搬型重要代替計器にて計測

した重要監視パラメータ及び重要代替監

視パラメータを，前処理建屋においては

前処理建屋可搬型情報収集装置に，分離

建屋においては分離建屋可搬型情報収集

装置に，精製建屋においては精製建屋可

搬型情報収集装置に，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋においてはウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集

装置に，高レベル廃液ガラス固化建屋に

おいては高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型情報収集装置に伝送するための系統

である。また，これらの可搬型情報収集

装置で収集した重要監視パラメータ及び

重要代替監視パラメータを建屋間伝送用

無線装置に伝送するための系統である。

◇4  

制御建屋に設置する情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，建屋間伝送用無線装

置から制御建屋可搬型情報収集装置に重

要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータを伝送するための系統である。◇4  

 

建屋間伝送用無線装置は，前処理建屋

可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情

報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋可搬型情報収集装置が収集し

た重要監視パラメータ及び重要代替監視

パラメータを制御建屋可搬型情報収集装
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に設置し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。□1  

制御建屋中央制御室換気設備は，配管

の全周破断に対して，放射性物質を含む

腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）を内

包する配管が近傍にない制御建屋の室に

敷設することにより，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶

媒等）により機能を損なわない設計とす

る。□1  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，配管の全周破断に対して，放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）を内包する配管が近傍にない

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の室に敷設

することにより，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）により機能を損なわない設計とす

る。□1  

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，制御建屋中央制

御室換気設備の中央制御室送風機と共通

要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，制御建屋中央制御

室換気設備の中央制御室送風機に給電す

るための設計基準対象の施設と兼用する

電気設備の一部である受電開閉設備等に

対して，代替電源設備の制御建屋可搬型

発電機から電力を供給することで，制御

建屋中央制御室換気設備の中央制御室送

風機に対して多様性を有する設計とす

る。□1  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

の制御室送風機と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備の制御室送風機に給電するため

の設計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等に対し

て，代替電源設備の使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機から電力

を供給することで，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機

に対して多様性を有する設計とする。□1  

 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

制御建屋中央制御室換気設備と共通要因

によって同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，制御建屋中央制御室換

置及び「9.16.2.4(２)ｅ. 緊急時対策建

屋情報把握設備」の情報収集装置へ伝送

するための系統である。◇4  

建屋間伝送用無線装置は， 制御建屋

可搬型情報収集装置及び「9.16.2.4(２)

ｅ. 緊急時対策建屋情報把握設備」の情

報収集装置に対し，重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを伝送する

ことで，故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムによる共通要因に対し

て，同時に必要な情報の把握機能が損な

われることはない。◇4  

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置及び第２保管庫・貯水所可搬型情報収

集装置については，当該装置から制御建

屋可搬型情報収集装置及び

「9.16.2.4(２)ｅ. 緊急時対策建屋情報

把握設備」の情報収集装置へ伝送する機

能を有する。◇4  

前処理建屋可搬型情報収集装置，分離

建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬

型情報収集装置，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集

装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収

集装置及び第２保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置は，前処理建屋，分離建屋，

精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，

第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯

水所の「6.2.1.3 主要設備及び仕様」の

可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器

にて計測した重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータを収集する。◇4  

収集した重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータは，建屋間伝送用無

線装置にて，制御建屋可搬型情報収集装

置及び9.16.2.4(２)ｅ.緊急時対策建屋

情報把握設備」の情報収集装置に伝送す

る。◇4  

制御建屋可搬型情報収集装置は，前処

理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可

搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情報

収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

及び第２保管庫・貯水所可搬型情報収集

装置より伝送される重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを収集し，

記録する。◇4  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

気設備とは異なる換気経路とすること

で，制御建屋中央制御室換気設備に対し

て独立性を有する設計とする。□1  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備とは異なる換気経路とする

ことで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備に対して独立性を有する設

計とする。□1  

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，制御建屋中央制

御室換気設備の中央制御室送風機と共通

要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないように，故障時バックア

ップを含めて必要な数量を制御建屋中央

制御室換気設備の中央制御室送風機が設

置される建屋から100ｍ以上の離隔距離

を確保した外部保管エリアに保管すると

ともに，制御建屋にも保管することで，

必要数及び故障時バックアップを複数箇

所に分散して保管し，位置的分散を図

る。制御建屋内に保管する場合は中央制

御室送風機が設置される場所と異なる場

所に保管することで位置的分散を図る。 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

の制御室送風機と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

うに，故障時バックアップを含めて必要

な数量を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備の制御室送風機が設置され

る建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保

した外部保管エリアに保管するととも

に，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保

管することで，必要数及び故障時バック

アップを複数箇所に分散して保管し，位

置的分散を図る。使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋内に保管する場合は制御室送風機

が設置される場所と異なる場所に保管す

ることで位置的分散を図る。□1  

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

他の設備から独立して単独で使用可能な

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。□1  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，他の設備から独立して単

独で使用可能なことにより，他の設備に

また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可

搬型情報収集装置より伝送される重要監

視パラメータ及び重要代替監視パラメー

タについても収集し，記録する。◇4  

 

制御建屋可搬型情報収集装置にて収集

した重要監視パラメータ及び重要代替監

視パラメータは，電磁的に記録及び保存

し，電源喪失により保存した記録が失わ

れないようにするとともに帳票として出

力できる。また，記録に必要な容量は，

記録が必要な期間に亘って保存できる容

量を有する。◇1  

制御建屋可搬型情報表示装置は，中央

制御室に配備し，制御建屋可搬型情報収

集装置にて収集した重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを監視す

る。◇4  

制御建屋可搬型情報収集装置及び制御

建屋可搬型情報表示装置，

「9.16.2.4(２)ｅ. 緊急時対策建屋情報

把握設備」の情報収集装置及び情報表示

装置は，重要監視パラメータ及び重要代

替監視パラメータを監視及び記録するこ

とで，故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる共通要因に対し

て，同時に必要な情報の把握及び記録機

能が損なわれることはない。◇4  

中央制御室において情報把握計装設備

が設置されるまでの重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータの監視及び

記録は，実施組織要員が「9.17 通信連

絡設備」の「9.17.2 重大事故等対処施

設」を用いて，所定の頻度（1 時間30 

分）で中央制御室に情報伝達し，監視す

るとともに記録用紙に記録する。◇4  

監視制御盤及び安全系監視制御盤の電

源は，「9.2 電気設備」の「9.2.2 重大

事故等対処施設」の一部である受電開閉

設備等から給電する。◇1  

情報把握計装設備の電源は，情報把握

計装設備可搬型発電機及び「9.2電気設

備」の「9.2.2 重大事故等対処施設」の

一部である前処理建屋可搬型発電機，分

離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発

電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型発電機及び高レベル廃液ガラス

固化建屋可搬型発電機で構成する。◇1  

前処理建屋可搬型情報収集装置は前処

理建屋可搬型発電機から，分離建屋可搬

型情報収集装置は分離建屋可搬型発電機
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悪影響を及ぼさない設計とする。□1  

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，想定される重大

事故等時に実施組織要員が中央制御室に

とどまるために十分な換気風量を確保す

るために必要な台数を有する設計とする

とともに，保有数は，必要数として２

台，予備として故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップを３台の合

計５台以上を確保する。また，代替制御

建屋中央制御室換気設備の代替中央制御

室送風機は，複数の敷設ルートで対処で

きるよう必要数を複数の敷設ルートに確

保するとともに，制御建屋内に保管する

代替制御建屋中央制御室換気設備の制御

建屋の可搬型ダクトについては，１式以

上の予備を含めた個数を必要数として確

保する。□1  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，想定

される重大事故等時に実施組織要員が使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室にとどまるために十分な換気風量を

確保するために必要な台数を有する設計

とするとともに，保有数は，必要数とし

て１台，予備として故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップを２台

の合計３台以上を確保する。また，代替

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備の代替制御室送風機は，複数の敷設

ルートで対処できるよう必要数を複数の

敷設ルートに確保するとともに，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管する代替

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の可搬型ダクトについては，１式以

上の予備を含めた個数を必要数として確

保する。□1  

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

外部からの衝撃による損傷を防止できる

制御建屋に保管し，風（台風等）により

機能を損なわない設計とする。□1  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋に保管し，風（台風等）により機能

を損なわない設計とする。□1  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替制御建屋中央制御室換気設

備は，「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地

震を要因とする重大事故等に対する施設

から，精製建屋可搬型情報収集装置及び

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型情報収集装置はウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型発電機から，高レベ

ル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装

置は高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

発電機から，制御建屋可搬型情報収集装

置及び制御建屋可搬型情報表示装置は制

御建屋可搬型発電機から，第１保管庫・

貯水所可搬型情報収集装置，第２保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置は情報把

握計装設備可搬型発電機から給電する。

◇1  

情報把握計装設備のうち，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情

報把握計装設備可搬型発電機は，ＭＯＸ

燃料加工施設と共用する。◇1  

共用する第１保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置及び情報把握計装設備可搬

型発電機は，再処理施設及びＭＯＸ燃料

加工施設における重大事故等対処に同時

に対処することを考慮しても，共用によ

って重大事故時の対処に影響を及ぼすこ

とはない。◇1  

情報把握計装設備可搬型発電機への燃料

の補給は，「9.14 補機駆動用燃料補給

設備」の軽油貯蔵タンクローリから燃料

を補給可能な設計とする。◇4  

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇4  

［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ) 監視制御盤（「6.1.4.4.1 中央制御

室」と兼用） 

ⅱ) 安全系監視制御盤（「6.1.4.4.1 中央

制御室」と兼用） 

ⅲ)情報把握計装設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

情報把握計装設備用屋内伝送系統 

建屋間伝送用無線装置 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

前処理建屋可搬型情報収集装置 

分離建屋可搬型情報収集装置 

精製建屋可搬型情報収集装置 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型情報収集装置 

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報

収集装置 

制御建屋可搬型情報収集装置 

制御建屋可搬型情報表示装置 
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の耐震設計」に基づく設計とすること

で，その機能を損なわない設計とする。 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備は，「ロ． (７) (ⅱ) 

(ｂ)（ホ） 地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることで，その機能を損なわない

設計とする。□1  

 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

内部発生飛散物の影響を考慮し，制御建

屋の内部発生飛散物の影響を受けない場

所に保管することにより，機能を損なわ

ない設計とする。□1  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，内部発生飛散物の影響を

考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の

内部発生飛散物の影響を受けない場所に

保管することにより，機能を損なわない

設計とする。□1  

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

配管の全周破断に対して，漏えいした放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）の影響を受けない位置に保管

することにより，機能を損なわない設計

とする。□1  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，配管の全周破断に対し

て，漏えいした放射性物質を含む腐食性

の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受

けない位置に保管することにより，機能

を損なわない設計とする。□1  

制御建屋中央制御室換気設備は，再処

理施設の運転中又は停止中に外観点検，

性能確認，分解点検が可能な設計とす

る。□1  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，再処理施設の運転中又は停止

中に外観点検，性能確認，分解点検が可

能な設計とする。□1  

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

再処理施設の運転中又は停止中に独立し

て外観点検，分解点検が可能な設計とす

る。□1  

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

外観の確認が可能な設計とする。□1  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，再処理施設の運転中又は

停止中に独立して外観点検，分解点検が

可能な設計とする。□1  

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用 

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

情報把握計装設備可搬型発電機（ＭＯＸ

燃料加工施設と共用） 

重大事故等時のパラメータを監視及び記

録するための設備の系統概要図を第

6.2.5－８図及び第6.2.5－９図に示す。

◇5  

 

（２） 制御室換気設備 

制御室換気設備は，代替制御建屋中央

制御室換気設備及び制御建屋中央制御室

換気設備で構成する。◇2  

制御室換気設備は，代替制御建屋中央

制御室換気設備を可搬型重大事故等対処

設備として配備するとともに，制御建屋

中央制御室換気設備を常設重大事故等対

処設備として位置付ける。◇2  

a.代替制御建屋中央制御室換気設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

代替中央制御室送風機及び制御建屋の可

搬型ダクトで構成する。◇2  

 

 

代替中央制御室送風機は，重大事故等

発生時において，制御建屋中央制御室換

気設備の中央制御室送風機の機能喪失

後，外気の遮断が長期にわたり，室内環

境が悪化して二酸化炭素濃度等の許容限

界に達する前に制御建屋内に設置し，中

央制御室内の換気が可能な設計とする。 

代替中央制御室送風機は，代替電源設

備の制御建屋可搬型発電機から受電する

設計とする。◇2  

制御建屋可搬型発電機は，補機駆動用

燃料補給設備の軽油用タンクローリから

軽油を補給できる設計とする。また，補

機駆動用燃料補給設備の軽油用タンクロ

ーリは, 補機駆動用燃料補給設備の軽油

貯槽から軽油を補給できる設計とする。

◇2  

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇2  

ⅰ)代替制御建屋中央制御室換気設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

代替中央制御室送風機 

制御建屋の可搬型ダクト 

ⅱ)代替電源設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 
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代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，外観の確認が可能な設計

とする。 

［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 制御建屋中央制御室換気設備 

中央制御室送風機（「ヘ．（４）

（ｉ）制御室等」と兼用）２ 台（うち

予備１台）制御建屋の換気ダクト

（「ヘ．（４）（ｉ）制御室等」と兼

用）１ 系統ⅱ） 使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備制御室送風機

（「ヘ．（４）（ｉ）制御室等」と兼

用）２ 台（うち予備１台）使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋の換気ダクト（「ヘ．

（４）（ｉ）制御室等」と兼用） １ 

系統ⅲ） 計測制御装置制御建屋安全系監

視制御盤（「ヘ．（４）（ｉ）制御室

等」と兼用）１ 式使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋安全系監視制御盤（「ヘ．

（４）（ｉ）制御室等」と兼用） １ 式

［可搬型重大事故等対処設備］ⅰ） 代替

制御建屋中央制御室換気設備代替中央制

御室送風機 ５ 台（予備として故障時及

び待機除外時のバックアップを３台）制

御建屋の可搬型ダクト300 ｍ/式（予備

として故障時バックアップを1 式）ⅱ） 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備代替制御室送風機３ 台（予備

として故障時及び待機除外時のバックア

ップを２台）使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の可搬型ダクト約300 ｍ／式

（予備として故障時バックアップを１

式）（c） 制御室照明設備重大事故等が発

生した場合において，制御室照明設備

は，制御室にとどまるために必要な照明

を確保できる設計とする。□1  

制御室照明設備は，中央制御室照明設

備，中央制御室代替照明設備，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照

明設備並びに使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室代替照明設備で構成

する。□1  

中央制御室代替照明設備は，可搬型代

替照明を可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，可搬型代替照

明を可搬型重大事故等対処設備として配

備する。□1  

なお，可搬型代替照明の設置までの

間，実施組織要員は，ＬＥＤハンドライ

制御建屋可搬型発電機 

ⅲ)代替所内電気設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

制御建屋の可搬型分電盤 

制御建屋の可搬型電源ケーブル 

ⅳ)補機駆動用燃料補給設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

軽油貯槽 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

軽油用タンクローリ 

ｂ．制御建屋中央制御室換気設備 

制御建屋中央制御室換気設備は，中央

制御室送風機及び制御建屋の換気ダクト

で構成する。◇2  

制御建屋中央制御室換気設備は，重大

事故等の発生の起因となる安全機能の喪

失の要因に応じて対処に有効な設備を使

用することとし，内的事象による安全機

能の喪失を要因とした全交流動力電源の

喪失を伴わない重大事故等の発生時に

は，設計基準対象の施設の一部を兼用

し，同じ系統構成で重大事故等対処設備

として使用する設計とする。◇2  

 

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇2  

ⅰ)制御建屋中央制御室換気設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

中央制御室送風機（「6.1.4.4.1 中

央制御 

室」と兼用） 

制御建屋の換気ダクト

（「6.1.4.4.1 中央 

制御室」と兼用） 

ⅱ)所内高圧系統 

［常設重大事故等対処設備］ 

非常用電源建屋の6.9ｋＶ非常用主

母線 

（「9.2.1.4.3 所内高圧系統」と兼用） 

制御建屋の6.9ｋＶ非常用母線 

（「9.2.1.4.3 所内高圧系統」と兼用） 

ⅲ)所内低圧系統 

制御建屋の460 Ｖ非常用母線 

（「9.2.1.4.4 所内低圧系統」と兼用） 

ⅳ)計測制御装置 

［常設重大事故等対処設備］ 

制御建屋安全系監視制御盤

（「6.1.4.4.1  

中央制御室」と兼用） 

重大事故等時の中央制御室の系統概要

図を第6.2.5－10 図，第6.2.5－11 図に
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十七条 （計装設備）（100 / 111） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

ト及びＬＥＤヘッドライトを用いて操

作，作業及び監視を適切に実施できる設

計とする。□1  

中央制御室代替照明設備は，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，中央制御室

照明設備の運転保安灯及び直流非常灯に

給電するための設計基準対象の施設と兼

用する電気設備の一部である受電開閉設

備等に対して，中央制御室代替照明設備

に内蔵した蓄電池から電力を供給するこ

とで，中央制御室照明設備の運転保安灯

及び直流非常灯に対して多様性を有する

設計とする。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設

備の運転保安灯及び直流非常灯と共通要

因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運

転保安灯及び直流非常灯に給電するため

の設計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等に対し

て，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備に内蔵した蓄電

池から電力を供給することで，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照

明設備の運転保安灯及び直流非常灯に対

して多様性を有する設計とする。□1  

 

中央制御室代替照明設備は，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，中央制御室

代替照明設備のみで使用可能とすること

で，中央制御室照明設備の運転保安灯及

び直流非常灯に対して独立性を有する設

計とする。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設

備の運転保安灯及び直流非常灯と共通要

因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備

のみで使用可能とすることで，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照

明設備の運転保安灯及び直流非常灯に対

して独立性を有する設計とする。□1  

示す。 

（３） 制御室照明設備 

制御室照明設備は，中央制御室代替照

明設備で構成する。◇2  

中央制御室代替照明設備は，可搬型代

替照明を可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。◇2  

可搬型代替照明は，蓄電池を内蔵して

おり，かつ，蓄電池を適宜交換すること

で全交流動力電源喪失発生から外部から

の支援が期待できるまでの7 日間に必要

な照明の確保が可能な設計とする。◇2  

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇2  

i)中央制御室代替照明設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型代替照明 

 

（４） 制御室遮蔽設備 

制御室遮蔽設備は，中央制御室遮蔽で

構成する。◇2  

中央制御室遮蔽は，中央制御室遮蔽を

常設重大事故等対処設備として位置付け

る。◇2  

 

中央制御室遮蔽は，重大事故等が発生

した場合において，代替制御建屋中央制

御室換気設備若しくは制御建屋中央制御

室換気設備の機能とあいまって中央制御

室にとどまる実施組織要員及びＭＯＸ燃

料加工施設から中央制御室に移動する要

員の実効線量が７日間で100ｍＳｖを超

えない設計とする。◇2  

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇2  

i)中央制御室遮蔽 

［常設重大事故等対処設備］ 

中央制御室遮蔽（「6.1.4.4.1 中央

制御 

室」と兼用） 

（５） 制御室環境測定設備 

制御室環境測定設備は，中央制御室環

境測定設備で構成する。◇2  

中央制御室環境測定設備は，可搬型酸

素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び

可搬型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事

故等対処設備として配備する。◇2  

可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素

濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計は，

重大事故等が発生した場合においても中

央制御室内の酸素濃度，二酸化炭素濃度
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十七条 （計装設備）（101 / 111） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

中央制御室代替照明設備は，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないように，故障時バ

ックアップを含めて必要な数量を中央制

御室照明設備の運転保安灯及び直流非常

灯が設置される建屋から100ｍ以上の離

隔距離を確保した外部保管エリアに保管

するとともに，制御建屋内にも保管する

ことで，必要数及び故障時バックアップ

を複数箇所に分散して保管し，位置的分

散を図る。制御建屋内に保管する場合は

運転保安灯及び直流非常灯が設置される

場所と異なる場所に保管することで位置

的分散を図る。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋内の使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運

転保安灯及び直流非常灯と共通要因によ

って同時にその機能が損なわれるおそれ

がないように，故障時バックアップを含

めて必要な数量を使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋内の使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室照明設備の運転保安灯

及び直流非常灯が設置される建屋から

100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保

管エリアに保管するとともに，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋にも保管すること

で，必要数及び故障時バックアップを複

数箇所に分散して保管し，位置的分散を

図る。使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に

保管する場合は運転保安灯及び直流非常

灯が設置される場所と異なる場所に保管

することで位置的分散を図る。□1  

中央制御室代替照明設備の可搬型代替

照明は，想定される重大事故等時に実施

組織要員が中央制御室で操作可能な照明

を確保するために必要な台数を有する設

計とするとともに，保有数は，必要数と

して76台，予備として故障時及び保守点

検による待機除外時のバックアップを86

台の合計162台以上を確保する。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備の可搬型代替照明

は，想定される重大事故等時に実施組織

要員が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室で操作可能な照明を確保す

るために必要な台数を有する設計とする

とともに，保有数は，必要数として17

台，予備として故障時及び保守点検によ

及び窒素酸化物濃度が活動に支障がない

範囲にあることを把握できる設計とす

る。◇2  

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇2  

i)中央制御室環境測定設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型酸素濃度計 

可搬型二酸化炭素濃度計 

可搬型窒素酸化物濃度計 

（６） 制御室放射線計測設備 

制御室放射線計測設備は，中央制御室

放射線計測設備で構成する。◇2  

中央制御室放射線計測設備は，ガンマ

線用サーベイメータ（ＳＡ），アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）を可

搬型重大事故等対処設備として配備す

る。◇2  

中央制御室放射線計測設備は，重大事

故等が発生した場合において，中央制御

室内の線量当量率及び空気中の放射性物

質濃度が活動に支障がない範囲にあるこ

とを把握できる設計とする。◇2  

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇2  

i)中央制御室放射線計測設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

アルファ・ベータ線用サーベイメー 

タ（ＳＡ） 

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

 

6.2.5.4.2 使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室 

重大事故等が発生した場合において，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室にとどまり必要な操作及び措置を

行う実施組織要員がとどまるために必要

な居住性を確保するための設備は，制御

室換気設備，制御室照明設備，制御室遮

蔽設備，制御室環境測定設備及び制御室

放射線計測設備で構成する。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室は，情報把握計装設備の使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装

置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬

型情報収集装置を配備できる区画を有す

る構造とする。◇2  

重大事故等が発生し，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室の外側が
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別紙１① 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

る待機除外時のバックアップを19台の合

計36台以上を確保する。□1  

中央制御室代替照明設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる制御建屋

に保管し，風（台風等）により機能を損

なわない設計とする。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風等）

により機能を損なわない設計とする。□1  

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室代替照明設備は，

「ロ．（7）（ⅱ）（b）（ホ） 地震を

要因とする重大事故等に対する施設の耐

震設計」に基づく設計とすることで，そ

の機能を損なわない設計とする。□1  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室代替照明設備は，「ロ．

（7）（ⅱ）（b）（ホ） 地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることで，その機

能を損なわない設計とする。□1  

中央制御室代替照明設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管

することにより，機能を損なわない設計

とする。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，内部発生飛散

物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。□1  

中央制御室代替照明設備は，配管の全

周破断に対して，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，配管の全周破

断に対して，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の

影響を受けない位置に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。□1  

中央制御室代替照明設備は，再処理施

設の運転中又は停止中に独立して外観点

検，分解点検が可能な設計とする。□1  

放射性物質により汚染したような状況下

において，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の外側から使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に放

射性物質による汚染を持ち込むことを防

止するため，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋の外から使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室に連絡する通路上に出

入管理区画を設ける設計とする。◇2  

汚染が確認された場合に除染作業がで

きる区画は，汚染検査を行う区画に隣接

して設置する設計とする。◇2  

全交流動力電源喪失時においても,出

入管理区画は必要な照明を制御室照明設

備を用いて確保する設計とする。◇2  

屋外から使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室に連絡する通路上の出

入管理区画配置概要図を第6.2.5－12 

図，第6.2.5－13 図にそれぞれ示す。◇2  

 

居住性を確保するための設備は，各重

大事故の有効性評価の対象としている事

象のうち， も厳しい結果を与える臨界

事故の発生時において，実施組織要員の

マスクの着用及び交代要員体制を考慮せ

ず，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室は使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備による外気取入れにて

換気を実施している状況下において評価

し，制御室にとどまり必要な操作及び措

置を行う実施組織要員の実効線量が，７

日間で100ｍＳｖを超えない設計とす

る。◇2  

なお，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室における居住性に係る被

ばく評価結果は，上記状況下において約

3×10-3ｍＳｖであり，7日間で100ｍＳ

ｖを超えない。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の重大事故等対処設備の機器配

置概要図を第6.2.5－14 図～第6.2.5－

15 図に示す。◇2  

 

（１） 計測制御装置 

重大事故等が発生した場合，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に

おいて「6.2.1 計装設備」の重要監視パ

ラメータを監視並びに記録できる設備と

して計測制御装置を設置又は配備する。

また，計測制御装置のうち，設計基準対

象の施設と兼用する設備は，重大事故等
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中央制御室代替照明設備は，外観の確

認が可能な設計とする。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，再処理施設の

運転中又は停止中に独立して外観点検，

分解点検が可能な設計とする。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，外観の確認が

可能な設計とする。□1  

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 中央制御室代替照明設備 

可搬型代替照明 162 台（予備とし

て故障時及び待機除外時のバックアップ

を86 台）ⅱ） 使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室代替照明設備可搬型

代替照明 36 台（予備として故障時及び

待機除外時のバックアップを19 台）□1  

 

（d） 制御室遮蔽設備 

重大事故等が発生した場合において，

制御室遮蔽設備は，制御室にとどまる実

施組織要員が過度の被ばくをうけないよ

う，十分な壁厚さを有する設計とする。 

制御室遮蔽設備は，中央制御室の中央

制御室遮蔽並びに使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の制御室遮蔽で

構成する。□1  

制御室遮蔽設備は，中央制御室遮蔽及

び制御室遮蔽を常設重大事故等対処設備

として位置付ける。□1  

中央制御室遮蔽は，安全機能を有する

施設として使用する場合と同じ系統構成

で重大事故等対処設備として使用するこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。□1  

制御室遮蔽は，安全機能を有する施設

として使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。□1  

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室遮蔽は，「ロ． 

(７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設計」

に基づく設計とすることで，その機能を

損なわない設計とする。□1  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる制御室遮蔽は，「ロ． (７) 

(ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

対処設備として位置付ける。◇4  

計測制御装置は，監視制御盤，安全系

監視制御盤及び情報把握計装設備で構成

し，重大事故等の発生要因に応じて対処

に有効な設備を使用し，監視及び記録す

る。◇1  

監視制御盤は，内的事象による安全機

能の喪失を要因とし，全交流動力電源の

喪失を伴わない重大事故等が発生した場

合において，重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータを監視並びに記録

するための設備であり，常設重大事故等

対処設備として位置付ける。◇1  

安全系監視制御盤は，内的事象による

安全機能の喪失を要因とし，全交流動力

電源の喪失を伴わない重大事故等が発生

した場合において，重要監視パラメータ

を監視するための設備であり，常設重大

事故等対処設備として位置付ける。◇1  

情報把握計装設備は，外的事象による

安全機能の喪失及び内的事象のうち全交

流動力電源の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合，並びに内的事象によ

る安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合において，重要監視パ

ラメータを監視並びに記録するための設

備であり，可搬型重大事故等対処設備と

して使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報表示装置を配備し，常

設重大事故等対処設備として情報把握計

装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用

無線装置を設置する。◇1  

情報把握計装設備用屋内伝送系統は，

6.2.1.3 主要設備及び仕様」の可搬型重

要計器にて計測した使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の重要監視パラメータを，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集

装置に伝送するための系統である。ま

た，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報収集装置で収集した重要監視パラメ

ータを建屋間伝送用無線装置に伝送する

ための系統である。さらに，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置で

収集した重要監視パラメータを使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

に伝送するための系統である。◇4  

建屋間伝送用無線装置は，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置が

収集した重要監視パラメータを制御建屋

可搬型情報収集装置及び緊急時対策所へ
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く設計とすることで，その機能を損なわ

ない設計とする。□1  

中央制御室遮蔽は，再処理施設の運転

中又は停止中に外観点検が可能な設計と

する。□1  

中央制御室遮蔽は，外観の確認が可能

な設計とする。□1  

制御室遮蔽は，再処理施設の運転中又

は停止中に外観点検が可能な設計とす

る。□1  

制御室遮蔽は，外観の確認が可能な設

計とする。□1  

［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 中央制御室遮蔽（「ヘ．（４）

（ｉ）制御室等」と兼用）厚さ 約１．

０ｍ以上ⅱ） 制御室遮蔽（「ヘ．（４）

（ｉ）制御室等」と兼用）厚さ 約１．

０ｍ以上□1  

（e） 制御室環境測定設備 

重大事故等が発生した場合において，

制御室環境測定設備は，制御室内の酸素

濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃

度が活動に支障がない範囲にあることを

把握できる設計とする□1  

制御室環境測定設備は，中央制御室環

境測定設備及び使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室環境測定設備で構

成する。□1  

中央制御室環境測定設備は，可搬型酸

素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び

可搬型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事

故等対処設備として配備する。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，可搬型酸素濃

度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬

型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事故等

対処設備として配備する。□1  

中央制御室環境測定設備は，制御建屋

から100ｍ以上の離隔距離を確保した外

部保管エリアに保管するとともに，対処

を行う建屋内にも保管することで，必要

数及び故障時バックアップを複数箇所に

分散して保管し，位置的分散を図る。□1  

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋から100ｍ以上の離隔距

離を確保した外部保管エリアに保管する

とともに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

にも保管することで，必要数及び故障時

バックアップを複数箇所に分散して保管

伝送するための系統である。◇4  

建屋間伝送用無線装置は，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置が

収集した重要監視パラメータを制御建屋

可搬型情報収集装置及び「9.16.2.4 

(２)ｅ．緊急時対策建屋情報把握設備」

へ伝送するための系統である。◇1  

建屋間伝送用無線装置は，制御建屋可

搬型情報収集装置及び「9.16.2.4(２)

ｅ．緊急時対策建屋情報把握設備」に対

し，重要監視パラメータを伝送すること

で，故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる共通要因に対して，

同時に必要な情報の把握機能が損なわれ

ることはない。◇4  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置は，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋の可搬型重要計器にて計測した重要

監視パラメータを収集する。◇4  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置にて収集した重要監視パラメ

ータは，建屋間伝送用無線装置を介し，

制御建屋可搬型情報収集装置に伝送す

る。◇4  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置は，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋での可搬型重要計器にて計測した重

要監視パラメータを記録する。◇4  

使用済燃料受入れ及び貯蔵建屋可搬型

情報収集装置にて収集した重要監視パラ

メータは，電磁的に記録及び保存し，電

源喪失により保存した記録が失われない

ようにするとともに帳票として出力でき

る。また，記録に必要な容量は，記録が

必要な期間に亘って保存できる容量を有

する。◇1  

使用済燃料受入れ及び貯蔵建屋可搬型

表示装置は，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室に設置し，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置

にて収集した重要監視パラメータを監視

する。◇4  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置並びに使用済燃料受入れ及び

貯蔵建屋可搬型表示装置は，制御建屋可

搬型情報収集装置及び制御建屋可搬型情

報表示装置，「9.16.2.4 (２)ｅ．緊急

時対策建屋情報把握設備」の情報収集装

置及び情報表示装置と使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の重要監視パラメータを監

視及び記録することで，故意による大型
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し，位置的分散を図る。□1  

中央制御室環境測定設備の可搬型酸素

濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可

搬型窒素酸化物濃度計は，中央制御室の

酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化

物濃度が活動に支障がない範囲内にある

ことを測定するために必要な台数を有す

る設計とするとともに，保有数は，必要

数として各１個を１セットとして，予備

として故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップを２セットの合計３

セット以上を確保する。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備の可搬型酸素濃度

計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型

窒素酸化物濃度計は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素濃

度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度

が活動に支障がない範囲内にあることを

測定するために必要な台数を有する設計

とするとともに，保有数は，必要数とし

て各１個を１セットとして，予備として

故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップを２セットの合計３セット

以上を確保する。□1  

中央制御室環境測定設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる制御建屋

に保管し，風（台風等）により機能を損

なわない設計とする。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風等）

により機能を損なわない設計とする。□1  

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室環境測定設備は，

「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐震

設計」に基づく設計とすることで，その

機能を損なわない設計とする。□1  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室環境測定設備は，「ロ． 

(７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設計」

に基づく設計とすることで，その機能を

損なわない設計とする。□1  

中央制御室環境測定設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管

航空機の衝突その他のテロリズムによる

共通要因に対して，同時に必要な情報の

把握及び記録機能が損なわれることはな

い。◇4  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室において情報把握計装設備が設

置されるまでの重要監視パラメータの監

視及び記録は，実施組織要員が「9.17 

通信連絡設備」の「9.17.2 重大事故等

対処施設」を用いて，所定の頻度（1 時

間30 分）で使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室に情報伝達し，監視

するとともに記録用紙に記録する。◇4  

監視制御盤及び安全系監視制御盤の電

源は，「9.2 電気設備」の「9.2.2 重大

事故等対処施設」の一部である受電開閉

設備等から給電する。◇1  

情報把握計装設備の電源は，情報把握

計装設備可搬型発電機及び「9.2電気設

備」の「9.2.2 重大事故等対処施設」の

一部である使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設可搬型発電機で構成する。◇1  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置並びに使用済燃料受入れ及び

貯蔵建屋可搬型表示装置は，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

から，「6.2.1.4(２)ａ．(ｅ) 使用済燃

料貯蔵槽の冷却等のための設備に必要な

計装設備」の可搬型計測ユニットを介し

て給電する。◇1  

 

主要な設備は，以下のとおりとする。◇4  

［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ) 監視制御盤（「6.1.4.4.2 使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室」

と兼用） 

ⅱ) 安全系監視制御盤（「6.1.4.4.2 使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室」と兼用） 

ⅲ) 情報把握計装設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

情報把握計装設備用屋内伝送系統 

建屋間伝送用無線装置 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

使用済燃料受入れ及び貯蔵建屋可搬

型情報収集装置 

使用済燃料受入れ及び貯蔵建屋可搬

型情報表示装置 

重大事故等時のパラメータを監視及び

記録するための設備の系統概要図を第

6.2.5－８図及び第6.2.5－９図に示す。
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することにより，機能を損なわない設計

とする。□1  

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，内部発生飛散

物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。□1  

中央制御室環境測定設備は，配管の全

周破断に対して，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，配管の全周破

断に対して，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の

影響を受けない位置に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。□1  

中央制御室環境測定設備は，再処理施

設の運転中又は停止中に外観点検，分解

点検が可能な設計とする。□1  

中央制御室環境測定設備は，外観の確

認が可能な設計とする。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，再処理施設の

運転中又は停止中に外観点検，分解点検

が可能な設計とする。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，外観の確認が

可能な設計とする。□1  

［可搬型重大事故等対処設備］ 

i) 中央制御室環境測定設備 

可搬型酸素濃度計 ３ 台（予備とし

て故障時及び待機除外時のバックアップ

を２台）可搬型二酸化炭素濃度計 ３ 台

（予備として故障時及び待機除外時のバ

ックアップを２台）可搬型窒素酸化物濃

度計 ３ 台（予備として故障時及び待機

除外時のバックアップを２台）ii) 使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室環境測定設備可搬型酸素濃度計 ３ 台

（予備として故障時及び待機除外時のバ

ックアップを２台）可搬型二酸化炭素濃

度計 ３ 台（予備として故障時及び待機

除外時のバックアップを２台）可搬型窒

素酸化物濃度計 ３ 台（予備として故障

時及び待機除外時のバックアップを２

台）□1  

◇5  

（２） 制御室換気設備 

制御室換気設備は，代替使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備及び使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

で構成する。◇2  

制御室換気設備は，代替使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備を可搬型

重大事故等対処設備として配備するとと

もに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備を常設重大事故等対処設備と

して位置付ける。◇2  

a.代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，代替制御室送風機並びに

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

可搬型ダクトで構成する。◇2  

 

代替制御室送風機は，重大事故等発生

時において，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備の制御室送風機の機能

喪失後，外気の遮断が長期にわたり，室

内環境が悪化して二酸化炭素濃度等の許

容限界に達する前に使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋内に設置し，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室内の換気が

可能な設計とする。◇2  

 

代替制御室送風機は，代替電源設備の

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機から受電する設計とする。◇2  

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

可搬型発電機は，補機駆動用燃料補給設

備の軽油用タンクローリから軽油を補給

できる設計とする。また，補機駆動用燃

料補給設備の軽油用タンクローリは, 補

機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽から軽

油を補給できる設計とする。◇2  

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇2  

ⅰ)代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

代替制御室送風機 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型ダクト 

ⅱ)代替電源設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
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（f） 制御室放射線計測設備 

重大事故等が発生した場合において，

制御室放射線計測設備は，制御室内の線

量当量率及び空気中の放射性物質濃度が

活動に支障がない範囲にあることを把握

できる設計とする。□1  

制御室放射線計測設備は，中央制御室

放射線計測設備並びに使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測

設備で構成する。□1  

中央制御室放射線計測設備は，ガンマ

線用サーベイメータ（ＳＡ），アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）を可

搬型重大事故等対処設備として配備す

る。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，ガンマ線用

サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベ

ータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可

搬型ダストサンプラ（ＳＡ）を可搬型重

大事故等対処設備として配備する。□1  

中央制御室放射線計測設備は，制御建

屋内に必要数及び故障時バックアップを

複数箇所に分散して保管し，位置的分散

を図る。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋内に必要数及び故障時

バックアップを複数箇所に分散して保管

し，位置的分散を図る。□1  

中央制御室放射線計測設備のガンマ線

用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・

ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）は，中央

制御室の実効線量が活動に支障がない範

囲内にあることを測定するために必要な

台数を有する設計とするとともに，保有

数は，必要数として各１個を１セット，

予備として故障時バックアップを１セッ

トの合計２セット以上を確保する。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備のガンマ線用サ

ーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

型ダストサンプラ（ＳＡ）は，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

実効線量が活動に支障がない範囲内にあ

ることを測定するために必要な台数を有

する設計とするとともに，保有数は，必

要数として各１個を１セット，予備とし

設可搬型発電機 

ⅲ)代替所内電気設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型分電盤 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型電源ケーブル 

ⅳ)補機駆動用燃料補給設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

軽油貯槽 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

軽油用タンクローリ 

b.使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，制御室送風機並びに使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の換気

ダクトで構成する。◇2  

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，重大事故等の発生の起因とな

る安全機能の喪失の要因に応じて対処に

有効な設備を使用することとし，内的事

象による安全機能の喪失を要因とした全

交流動力電源の喪失を伴わない重大事故

等の発生時には，設計基準対象の施設の

一部を兼用し，同じ系統構成で重大事故

等対処設備として使用する設計とする。

◇2  

主要な設備は，以下のとおりとする。◇2  

ⅰ)使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

制御室送風機（「6.1.4.4.2 使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室」と兼用） 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の換気ダクト（「6.1.4.4.2 使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室」

と兼用） 

ⅱ)所内高圧系統 

［常設重大事故等対処設備］ 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の6.9

ｋＶ非常用母線（「9.2.1.4.3 所内高圧

系統」と兼用） 

ⅲ)所内低圧系統 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の460 

Ｖ非常用母線（「9.2.1.4.4 所内低圧系

統」と兼用） 

ⅳ)計測制御装置 

［常設重大事故等対処設備］ 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋安全系
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て故障時バックアップを１セットの合計

２セット以上を確保する。□1  

中央制御室放射線計測設備は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる制御建

屋に保管し，風（台風等）により機能を

損なわない設計とする。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風

等）により機能を損なわない設計とす

る。□1  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室放射線計測設備は，

「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐震

設計」に基づく設計とすることで，その

機能を損なわない設計とする。□1  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室放射線計測設備は，

「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)（ホ）地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐震

設計」に基づく設計とすることで，その

機能を損なわない設計とする。□1  

中央制御室放射線計測設備は，内部発

生飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内

部発生飛散物の影響を受けない場所に保

管することにより，機能を損なわない設

計とする。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，内部発生飛

散物の影響を考慮し，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を

受けない場所に保管することにより，機

能を損なわない設計とする。□1  

中央制御室放射線計測設備は，配管の

全周破断に対して，漏えいした放射性物

質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，配管の全周

破断に対して，漏えいした放射性物質を

含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）

の影響を受けない位置に保管することに

より，機能を損なわない設計とする。□1  

 

中央制御室放射線計測設備は，再処理

施設の運転中又は停止中に外観点検，分

監視制御盤（「6.1.4.4.2 使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室」と兼

用） 

重大事故等時の使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の系統概要図を

第6.2.5－16 図及び第6.2.5－17 図に示

す。◇2  

 

（３） 制御室照明設備 

制御室照明設備は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設

備で構成する。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，可搬型代替照

明を可搬型重大事故等対処設備として配

備する。◇2  

 

可搬型代替照明は，蓄電池を内蔵して

おり，かつ，蓄電池を適宜交換すること

で全交流動力電源喪失発生から外部から

の支援が期待できるまでの7 日間に必要

な照明の確保が可能な設計とする。◇2  

 

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇2  

i)使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型代替照明 

 

（４） 制御室遮蔽設備 

制御室遮蔽設備は，制御室遮蔽で構成

する。 

制御室遮蔽は，制御室遮蔽を常設重大

事故等対処設備として位置付ける。◇2  

 

制御室遮蔽は，重大事故等が発生した

場合において，代替使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備若しくは使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の

機能とあいまって使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室にとどまる実施組織要員の

実効線量が７日間で100ｍＳｖを超えな

い設計とする。◇2  

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

i) 制御室遮蔽 

［常設重大事故等対処設備］ 

制御室遮蔽（「6.1.4.4.2使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室」

と兼用） 
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解点検が可能な設計とする。□1  

中央制御室放射線計測設備は，外観の

確認が可能な設計とする。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，再処理施設

の運転中又は停止中に外観点検，分解点

検が可能な設計とする。□1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，外観の確認

が可能な設計とする。□1  

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ⅰ）中央制御室放射線計測設備 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）

２ 台（予備として故障時のバックアッ

プを１台）アルファ・ベータ線用サーベ

イメータ（ＳＡ）２ 台（予備として故

障時のバックアップを１台）可搬型ダス

トサンプラ（ＳＡ）２ 台（予備として

故障時のバックアップを１台）□1  

ii) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室放射線計測設備ガンマ線用サ

ーベイメータ（ＳＡ）２ 台（予備とし

て故障時のバックアップを１台）アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

２ 台（予備として故障時のバックアッ

プを１台）可搬型ダストサンプラ（Ｓ

Ａ）２ 台（予備として故障時のバック

アップを１台）□1  

 

 

（５） 制御室環境測定設備 

制御室環境測定設備は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測

定設備で構成する。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，可搬型酸素濃

度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬

型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事故等

対処設備として配備する。◇2  

可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素

濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計は，

重大事故等が発生した場合においても，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及

び窒素酸化物濃度が活動に支障がない範

囲にあることを把握できる設計とする。

◇2  

i)使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型酸素濃度計 

可搬型二酸化炭素濃度計 

可搬型窒素酸化物濃度計 

 

（６） 制御室放射線計測設備 

制御室放射線計測設備は，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の制

御室放射線計測設備で構成する。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の制御室放射線計測設備は，ガ

ンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アル

ファ・ベータ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

を可搬型重大事故等対処設備として配備

する。◇2  

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），

アルファ・ベータ線用サーベイメータ

（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（Ｓ

Ａ）は，重大事故等が発生した場合にお

いて，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室内の線量当量率及び空気中

の放射性物質濃度が活動に支障がない範

囲にあることを把握できる設計とする。

◇2  

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇2  

i)使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 
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アルファ・ベータ線用サーベイメー

タ（ＳＡ） 

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

 

6.2.5.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18（４）

ｂ．試験・検査性」に示す。◇1  

１）計測制御装置 

監視制御盤，安全系監視制御盤及び情

報把握計装設備は，再処理施設の運転中

又は停止中に，模擬入力による機能，性

能確認（表示）及び外観確認が可能な設

計とする。◇1  

２）制御室換気設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

制御建屋中央制御室換気設備は，再処

理施設の運転中又は停止中に外観点検，

性能確認，分解点検が可能な設計とす

る。◇2  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，再処理施設の運転中又は停止

中に外観点検，性能確認，分解点検が可

能な設計とする。◇2  

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

再処理施設の運転中又は停止中に独立し

て外観点検，分解点検が可能な設計とす

る。◇2  

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

外観の確認が可能な設計とする。◇2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，再処理施設の運転中又は

停止中に独立して外観点検，分解点検が

可能な設計とする。◇2  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，外観の確認が可能な設計

とする。◇2  

 

３）制御室照明設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室代替照明設備は，再処理施

設の運転中又は停止中に独立して外観点

検，分解点検が可能な設計とする。◇2  

中央制御室代替照明設備は，外観の確

認が可能な設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，再処理施設の

運転中又は停止中に独立して外観点検，

分解点検が可能な設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，外観の確認が

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2379



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十七条 （計装設備）（111 / 111） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

可能な設計とする。◇2  

４）制御室遮蔽設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

中央制御室遮蔽は，再処理施設の運転

中又は停止中に外観点検が可能な設計と

する。◇2  

中央制御室遮蔽は，外観の確認が可能

な設計とする。◇2  

制御室遮蔽は，再処理施設の運転中又

は停止中に外観点検が可能な設計とす

る。◇2  

制御室遮蔽は，外観の確認が可能な設

計とする。◇2  

５）制御室環境測定設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室環境測定設備は，再処理施

設の運転中又は停止中に外観点検，分解

点検が可能な設計とする。◇2  

中央制御室環境測定設備は，外観の確

認が可能な設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，再処理施設の

運転中又は停止中に外観点検，分解点検

が可能な設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，外観の確認が

可能な設計とする。◇2  

６）制御室放射線計測設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室放射線計測設備は，再処理

施設の運転中又は停止中に外観点検，分

解点検が可能な設計とする。◇2  

中央制御室放射線計測設備は，外観の

確認が可能な設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，再処理施設

の運転中又は停止中に外観点検，分解点

検が可能な設計とする。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，外観の確認

が可能な設計とするSA。◇2  
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別紙１② 

第四十七条（計装設備） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

① 

重大事故時の直流電源喪失そ

の他故障が発生した場合に関

する設計方針 

技術基準の要求を受けている内容 １項 － a,b 

② 

再処理施設への故意による大

型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合に関す

る設計方針 

技術基準の要求を受けている内容 ２項 － c 

③ 共通要因に関する設計方針 技術基準の要求を受けている内容 ３項 － c 

④ 共通要因故障に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 47 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（36 条２項） 

（36 条３項２号） 

（36 条３項４号） 

（36 条３項６号） 

－ d 

⑤ 悪影響防止に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 47 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（36 条１項６号） 
－ d 

⑥ 個数及び容量に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 47 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（36 条１項１号） 
－ b 

⑦ 環境条件等に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 47 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（36 条１項２号） 

（36 条１項７号） 

（36 条３項３号） 

（36 条３項４号） 

－ d 

⑧ 操作性の確保に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 47 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（36 条１項３号） 

（36 条１項５号） 

（36 条３項１号） 

（36 条３項５号） 

－ d 

⑨ 
試験・検査性の確保に関する

内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 47 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

（36 条１項４号） 
－ d 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  制御室に関する事項 
制御室に関する事項については，第 48 条「制御室」の基

本設計方針で記載する。 
－ 
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□2  手順に関する記載 保安規定に定めて管理するため記載しない。 － 

□3  設備仕様 仕様表にて記載する。 e 

□4  図の呼込みに関する記載 図の呼込みに関する記載のため記載しない。 － 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）と内容が重複する

ため，記載しない。 
－ 

◇2  制御室に関する事項 
制御室に関する事項については，第 48 条「制御室」の基

本設計方針で記載する。 
－ 

◇3  手順に関する記載 保安規定に定めて管理するため記載しない。 － 

◇4  添付書類記載事項 

計装設備の重大事故等に対処するパラメータ及び計測範

囲に関する事項，故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムが発生した場合に情報を把握するパラメータ

に関する事項及び情報把握設備の詳細に関する事項につ

いては，設工認添付書類に記載するため基本設計方針に

は記載しない。 

a,b,c,d 

◇5  
図又は表の呼込みに関する記

載 
図又は表の呼込みに関する記載のため記載しない。 － 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 
Ⅵ－１－４ 計測制御系統施設に関する説明書 

Ⅵ－１－４－１ 計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

b 

Ⅵ－１－４ 計測制御系統施設に関する説明書 

Ⅵ－１－４－２ 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並

びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

c 

Ⅵ－１－４ 計測制御系統施設に関する説明書 

Ⅵ－１－４－３ 再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の

情報把握に関する説明書 

d 
Ⅵ－１－１－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全

性に関する説明書 

e 仕様表（設計条件及び仕様） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（1 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
第四十八条  

第二十三条第一項の規定によ

り設置される制御室には、重

大事故が発生した場合におい

ても運転員がとどまるために

必要な設備が設けられていな

ければならない。 

制居①，制被①，制防①， 

制換①，制照①，制遮①， 

制環①，制放①，制数①， 

制条①，制試①，制悪①， 

制可保①，制可機① 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 個別項目 

4. 計測制御系統施設 

 

4.3 制御室 

制御室は，重大事故等が発生した場

合（有毒ガスが発生した場合を含

む。）において，制御室にとどまり必

要な操作，監視及び措置を行う実施組

織要員がとどまるために必要な居住性

を確保するための重大事故等対処施設

を設置する設計とする。制居①－1 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ⅰ) 安全機能を有する施設 

(ｌ) 制御室等 

重大事故等が発生した場合（有毒ガス

が発生した場合を含む。）において，制

御室にとどまり必要な操作，監視及び措

置を行う実施組織要員がとどまるために

必要な居住性を確保するための重大事故

等対処施設を設置及び保管する。制居

①－1 

①（P5から） 

6.2.5 制 御 室 

6.2.5.1 概 要 

 

 

各重大事故が発生した場合（有毒ガス

が発生した場合を含む。）において，制

御室にて必要な操作及び措置を行う実施

組織要員がとどまるために必要な重大事

故等対処施設を配備又は位置付ける。◇1  

制御室の居住性を確保するため，制御

室遮蔽設備並びに制御室換気設備の制御

建屋中央制御室換気設備及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備を常設

重大事故等対処設備として位置付けると

ともに，制御室換気設備の代替制御建屋

中央制御室換気設備，代替使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備，制御室

照明設備，制御室環境測定設備及び制御

室放射線計測設備を可搬型重大事故等対

処設備として配備する。◇1  

 

計測制御系統施設 

第 2章 個別項目 

 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いても，可搬型照明（ＳＡ），中央制御

室換気系空気調和機ファン，中央制御室

換気系フィルタ系ファン，中央制御室換

気系フィルタユニット，中央制御室待避

室空気ボンベ，中央制御室遮蔽，中央制

御室遮蔽（待避室），中央制御室待避室

差圧計，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度

計により，中央制御室内にとどまり必要

な操作ができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 制御室にとどまるために必要な居住

性を確保するための設備は，制御室換

気設備，制御室照明設備，制御室遮蔽

設備，制御室環境測定設備及び制御室

放射線計測設備で構成する。制居①－2 

 

制御室にとどまるために必要な居住性

を確保するための設備は，制御室換気設

備，制御室照明設備，制御室遮蔽設備，

制御室環境測定設備及び制御室放射線計

測設備で構成する。制居①－2 

②（P13から） 

 

実施組織要員が，制御室にとどまるた

めに必要な居住性を確保するための設備

は，制御室換気設備，制御室照明設備，

制御室環境測定設備及び制御室放射線計

測設備で構成する。◇1  

⑫（P9から） 

重大事故等が発生した場合（有毒ガス

が発生した場合を含む。）において，中

央制御室にて必要な操作及び措置を行う

実施組織要員が中央制御室にとどまるた

めに必要な居住性を確保するための設備

は，計測制御装置，制御室換気設備，制

御室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室

環境測定設備及び制御室放射線計測設備

で構成する。◇2  

⑬（P85から） 

重大事故等が発生した場合（有毒ガス

が発生した場合を含む。）において，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室にとどまり必要な操作及び措置を行

う実施組織要員がとどまるために必要な

居住性を確保するための設備は，制御室

換気設備，制御室照明設備，制御室遮蔽

設備，制御室環境測定設備及び制御室放

射線計測設備で構成する。◇2  

⑭（P97から） 

 

  

【「等」の解説】 

「重大事故等」については，重大事

故に至る恐れがある事故及び重大

事故を総称した用語であることか

ら、許可の記載を用いた。（以下，

同様。） 

【許可からの変更点】 

設計に係る基本設計方針の記載

については，語尾を「設計とす

る。」に統一する。（以下、同

様。） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉設工認に該当する基本方針の記載

はないが，許可整合の観点から事業許可申

請書に合せて記載する。（以下，発電炉設

工認との比較記載がない段落は同様。） 

制御①（P14 から） 

（双方の記載） 
＜不一致の理由＞ 
制御室に係る設備構成の違いによる記載の相
違。 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 
波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

紫字：ＤＢ設備に関する記載（比較対象外箇所） 

  ：発電炉との差異の理由     ：許可からの変更点等  

【凡例】 

【許可からの変更点】 

当該パラグラフの主語を明確に

するため、記載追加。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（2 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

重大事故等が発生した場合（有毒ガス

が発生した場合を含む。）においても実

施組織要員が制御室にとどまるために必

要な居住性を確保するための設備とし

て，代替制御建屋中央制御室換気設備，

制御建屋中央制御室換気設備

（「6.1.4.4.1中央制御室」と兼用），

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

制御室換気設備（「6.1.4.4.2使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室」

と兼用），中央制御室代替照明設備，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室代替照明設備，中央制御室遮蔽

（「6.1.4.4.1中央制御室」と兼用），

制御室遮蔽（「6.1.4.4.2使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室」と兼

用），中央制御室環境測定設備，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

環境測定設備，中央制御室放射線計測設

備，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室放射線計測設備を設ける設計

とする。◇1  

○231（P121へ） 

  

  なお，制御室に必要な重大事故等対

処設備は，計測制御装置，制御室換気

設備，制御室照明設備，制御室遮蔽設

備，制御室環境測定設備及び制御室放

射線計測設備で構成する。制居①－3 

 

制御室に必要な重大事故等対処設備

は，計測制御装置，制御室換気設備，制

御室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室

環境測定設備及び制御室放射線計測設備

で構成する。制居①－3 

③（P5 から） 

   

 計測制御装置，制御室換気設備，制

御室照明設備，制御室遮蔽設備，制御

室環境測定設備及び制御室放射線計測

設備は，設計基準事故及び重大事故等

を考慮した設計とする。制居①－4 

 

計測制御装置，制御室換気設備，制御

室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室環

境測定設備及び制御室放射線計測設備

は，設計基準事故及び重大事故等を考慮

した設計とする。制居①－4 

④（P5から） 

計測制御装置，制御室換気設備，制御

室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室環

境測定設備及び制御室放射線計測設備

は，設計基準事故及び重大事故等を考慮

した設計とする。◇1  

⑮（P33から） 

  

   中央制御室は，情報把握計装設備の制

御建屋可搬型情報表示装置及び制御建屋

可搬型情報収集装置を配備できる区画を

有する構造とする。◇2  

⑯（P85から） 

  

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室は，情報把握計装設備の使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装

置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬

型情報収集装置を配備できる区画を有す

る構造とする。◇2  

⑰（P97から） 

  

【許可からの変更点】 

制御室に必要な設備の構成とし

て計測制御装置を含むことを補

足するため、文頭に接続詞を追

加した。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（3 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  

重大事故等が発生した場合におい

て，実施組織要員のマスクの着用及び

交代要員体制を考慮しなくとも，制御

室にとどまる実施組織要員及び MOX 燃料

加工施設から中央制御室に移動する要

員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超え

ず，当該重大事故等に対処するために

適切な措置が講じられるよう，実施組

織要員が制御室にとどまるために必要

な居住性を確保するための重大事故等

対処施設を設ける設計とする。制被①

－1 

 

重大事故等が発生した場合において，

実施組織要員のマスクの着用及び交代要

員体制を考慮しなくとも，制御室にとど

まる実施組織要員及びＭＯＸ燃料加工施

設から中央制御室に移動する要員の実効

線量が７日間で 100ｍＳｖを超えず，当

該重大事故等に対処するために適切な措

置が講じられるよう，実施組織要員が制

御室にとどまるために必要な居住性を確

保するための重大事故等対処施設を設け

る設計とする。制被①－1 

 

 

重大事故等が発生した場合において

も，制御室にとどまる実施組織要員の実

効線量が７日間で100ｍＳｖを超えず，

当該重大事故等に対処するために適切な

措置が講じられるよう，次に掲げる実施

組織要員が制御室にとどまるために必要

な重大事故等対処施設を設ける設計とす

る。◇1  

○230（P120から） 

  

 中央制御室は，各重大事故の有効性

評価の対象としている事象のうち，

も厳しい結果を与える全交流動力電源

の喪失を要因とする「冷却機能の喪失

による蒸発乾固」と「放射線分解によ

り発生する水素による爆発」の重畳に

おいて，実施組織要員のマスクの着用

及び交代要員体制を考慮せず，制御室

換気設備の代替制御建屋中央制御室換

気設備による外気取入れにて換気を実

施している状況下において評価し，中

央制御室にとどまり必要な操作及び措

置を行う実施組織要員及び MOX 燃料加工

施設から中央制御室に移動する要員の

実効線量が，7日間で100mSvを超えない

設計とする。制被①－2 

 

中央制御室は，各重大事故の有効性評

価の対象としている事象のうち， も厳

しい結果を与える全交流動力電源の喪失

を要因とする「冷却機能の喪失による蒸

発乾固」と「放射線分解により発生する

水素による爆発」の重畳において，実施

組織要員のマスクの着用及び交代要員体

制を考慮せず，制御室換気設備の代替制

御建屋中央制御室換気設備による外気取

入れにて換気を実施している状況下にお

いて評価し，中央制御室にとどまり必要

な操作及び措置を行う実施組織要員及び

ＭＯＸ燃料加工施設から中央制御室に移

動する要員の実効線量が，７日間で 100

ｍＳｖを超えない設計とする。制被①

－2 

⑤（P6 から） 

 

中央制御室は，各重大事故の有効性評

価の対象としている事象のうち， も厳

しい結果を与える全交流動力電源の喪失

を起因とする「放射線分解により発生す

る水素による爆発」と「冷却機能の喪失

による蒸発乾固」の重畳の発生時におい

て，実施組織要員のマスクの着用及び交

代要員体制を考慮せず，中央制御室は代

替制御建屋中央制御室換気設備による外

気取入れにて換気を実施している状況下

において評価し，中央制御室にとどまり

必要な操作及び措置を行う実施組織要員

及びＭＯＸ燃料加工施設から中央制御室

に移動する要員の実効線量が，７日間で

100ｍＳｖを超えない設計とする。◇1  

⑱（P86から） 

なお，中央制御室における居住性に係

る被ばく評価結果は，上記状況下におい

て約1×10-3ｍＳｖであり，７日間で100

ｍＳｖを超えない。◇2  

⑲（P86 から） 

制御室は，各重大事故の有効性評価の

対象としている事象のうち， も厳しい

結果を与える事象の発生時において，実

施組織要員のマスクの着用及び交代要員

体制を考慮せず，中央制御室は代替制御

建屋中央制御室換気設備，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，代

替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備による外気取入れにて換気を実施

している状況下において評価し，制御室

にとどまり必要な操作及び措置を行う実

施組織要員の実効線量が，７日間で100

ｍＳｖを超えない設計とする。◇1  

⑳（P6から） 

運転員の被ばくの観点から結果が も

厳しくなる重大事故等時においても中央

制御室に運転員がとどまるために必要な

設備を施設し，中央制御室遮蔽を透過す

る放射線による線量，中央制御室に取り

込まれた外気による線量及び入退域時の

線量が，全面マスク等の着用及び運転員

の交替要員体制を考慮し，その実施のた

めの体制を整備することで，中央制御室

の気密性並びに中央制御室換気系，中央

制御室遮蔽，中央制御室遮蔽（待避室）

及び二次遮蔽の機能並びに中央制御室待

避室空気ボンベの性能とあいまって，運

転員の実効線量が 7 日間で 100 mSv を

超えない設計とする。炉心の著しい損傷

が発生した場合における居住性に係る被

ばく評価では，設計基準事故時の手法を

参考にするとともに，炉心の著しい損傷

が発生した場合に放出される放射性物質

の種類，全交流動力電源喪失時の中央制

御室換気系の起動遅れ等，炉心の著しい

損傷が発生した場合の評価条件を適切に

考慮する。 

 

 

 

 

 

制御②（P17 から） 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

制御室に係る設備設計及び要員（運転員）の

実効線量の評価における前提条件の相違に

よる。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（4 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

第二十条第一項の規定により設置され

る中央制御室は，とどまる実施組織要員

のマスクの着用及び交代要員体制を考慮

せずとも，実効線量が各重大事故の有効

性評価の対象としている事象のうち，中

央制御室においては も厳しい結果を与

える全交流動力電源の喪失を要因とする

「放射線分解により発生する水素による

爆発」と「冷却機能の喪失による蒸発乾

固」の重畳において，実施組織要員の実

効線量が７日間で100ｍＳｖを超えない

設計とする。◇1  

○233（P121 へ） 

  

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室は，各重大事故の有効性評

価の対象としている事象のうち， も

厳しい結果を与える臨界事故時におい

て，実施組織要員のマスクの着用及び

交代要員体制を考慮せず，制御室換気

設備の代替使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備による外気取入れに

て換気を実施している状況下において

評価し，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室にとどまり必要な操

作及び措置を行う実施組織要員の実効

線量が，7日間で100mSvを超えない設計

とする。制被①－3 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室は，各重大事故の有効性評価の

対象としている事象のうち， も厳しい

結果を与える臨界事故時において，実施

組織要員のマスクの着用及び交代要員体

制を考慮せず，制御室換気設備の代替使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備による外気取入れにて換気を実施して

いる状況下において評価し，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にと

どまり必要な操作及び措置を行う実施組

織要員の実効線量が，７日間で 100ｍＳ

ｖを超えない設計とする。制被①－3 

⑥（P7 から） 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室は，各重大事故の有効性評価の

対象としている事象のうち， も厳しい

結果を与える臨界事故の発生時におい

て，実施組織要員のマスクの着用及び交

代要員体制を考慮せず，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室は使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備に

よる外気取入れにて換気を実施している

状況下において評価し，制御室にとどま

り必要な操作及び措置を行う実施組織要

員の実効線量が，７日間で 100ｍＳｖを

超えない設計とする。◇1  

㉑（P98から） 

なお，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室における居住性に係る被

ばく評価結果は，上記状況下において約

3×10-3ｍＳｖであり，７日間で100ｍＳ

ｖを超えない。◇2  

㉒（P98から） 

 

運転員の被ばくの観点から結果が も

厳しくなる重大事故等時においても中央

制御室に運転員がとどまるために必要な

設備を施設し，中央制御室遮蔽を透過す

る放射線による線量，中央制御室に取り

込まれた外気による線量及び入退域時の

線量が，全面マスク等の着用及び運転員

の交替要員体制を考慮し，その実施のた

めの体制を整備することで，中央制御室

の気密性並びに中央制御室換気系，中央

制御室遮蔽，中央制御室遮蔽（待避室）

及び二次遮蔽の機能並びに中央制御室待

避室空気ボンベの性能とあいまって，運

転員の実効線量が 7 日間で 100 mSv を

超えない設計とする。炉心の著しい損傷

が発生した場合における居住性に係る被

ばく評価では，設計基準事故時の手法を

参考にするとともに，炉心の著しい損傷

が発生した場合に放出される放射性物質

の種類，全交流動力電源喪失時の中央制

御室換気系の起動遅れ等，炉心の著しい

損傷が発生した場合の評価条件を適切に

考慮する。 

 

制御②（P17 から） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

制御室の要求事項は，中央制御

室の他，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室にも適

用するため。（以下、同様。） 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

制御室に係る設備設計及び要員（運転員）の

実効線量の評価における前提条件の相違に

よる。 
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別紙１① 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

制御室は，各重大事故の有効性評価の

対象としている事象のうち， も厳しい

結果を与える事象の発生時において，実

施組織要員のマスクの着用及び交代要員

体制を考慮せず，中央制御室は代替制御

建屋中央制御室換気設備，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，代

替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備による外気取入れにて換気を実施

している状況下において評価し，制御室

にとどまり必要な操作及び措置を行う実

施組織要員の実効線量が，７日間で100

ｍＳｖを超えない設計とする。◇1  

㉓（P6 から） 

同様に，第二十条第一項の規定により

設置される使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室は，とどまる実施組織

要員のマスクの着用及び交代要員体制を

考慮せずとも,実効線量が各重大事故の

有効性評価の対象としている事象のう

ち， も厳しい結果をあたえる「臨界事

故」において，実施組織要員の実効線量

が７日間で100ｍＳｖを超えない設計と

する。◇1  

○234（P122 へ） 

  

  重大事故等が発生した場合（有毒ガス

が発生した場合を含む。）において，制

御室にとどまり必要な操作，監視及び措

置を行う実施組織要員がとどまるために

必要な居住性を確保するための重大事故

等対処施設を設置及び保管する。制居

①－1 

①（P1へ） 

   

  制御室に必要な重大事故等対処設備

は，計測制御装置，制御室換気設備，制

御室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室

環境測定設備及び制御室放射線計測設備

で構成する。制居①－3 

③（P2へ） 

   

  計測制御装置，制御室換気設備，制御

室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室環

境測定設備及び制御室放射線計測設備

は，設計基準事故及び重大事故等を考慮

した設計とする。制居①－4 

④（P2 へ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

制御室への汚染の持ち込みを防止する

ため，制御室に連絡する通路上に作業服

の着替え，防護具の着装及び脱装，汚染

検査並びに除染作業ができる区画（以下

「出入管理区画」という。）を設ける。 

㉔（P12 へ） 

㉕（P13 へ） 

  

   重大事故等が発生した場合において，

制御室にて「6.2.1 計装設備」の重要監

視パラメータ及び重要代替監視パラメー

タを監視並びに記録するため，計測制御

装置を設ける。◇1  

㉖（P22 へ） 

  

   計測制御装置は，監視制御盤及び安全

系監視制御盤を常設重大事故等対処設備

として位置付ける。情報把握計装設備

は，常設重大事故等対処設備として設置

するとともに、可搬型重大事故等対処設

備として配備する。◇1  

㉗（P23へ） 

  

   情報把握計装設備の一部は，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用する。◇4  

○222（P32へ） 

  

  

 

 

 

ヘ．計測制御系統施設の設備 

(４) その他の主要な事項 

(ⅰ) 制御室等 

中央制御室は，各重大事故の有効性評

価の対象としている事象のうち， も厳

しい結果を与える全交流動力電源の喪失

を要因とする「冷却機能の喪失による蒸

発乾固」と「放射線分解により発生する

水素による爆発」の重畳において，実施

組織要員のマスクの着用及び交代要員体

制を考慮せず，制御室換気設備の代替制

御建屋中央制御室換気設備による外気取

入れにて換気を実施している状況下にお

いて評価し，中央制御室にとどまり必要

な操作及び措置を行う実施組織要員及び

ＭＯＸ燃料加工施設から中央制御室に移

動する要員の実効線量が，７日間で100

ｍＳｖを超えない設計とする。制被①

－2 

⑤（P3 へ） 

 

 

6.2.5.2 設計方針 

制御室は，各重大事故の有効性評価の

対象としている事象のうち， も厳しい

結果を与える事象の発生時において，実

施組織要員のマスクの着用及び交代要員

体制を考慮せず，中央制御室は代替制御

建屋中央制御室換気設備，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，代

替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備による外気取入れにて換気を実施

している状況下において評価し，制御室

にとどまり必要な操作及び措置を行う実

施組織要員の実効線量が，７日間で100

ｍＳｖを超えない設計とする。 

⑳（P3へ） 

㉓（P5 へ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室は，各重大事故の有効性評価の

対象としている事象のうち， も厳しい

結果を与える臨界事故時において，実施

組織要員のマスクの着用及び交代要員体

制を考慮せず，制御室換気設備の代替使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備による外気取入れにて換気を実施して

いる状況下において評価し，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にと

どまり必要な操作及び措置を行う実施組

織要員の実効線量が，７日間で100ｍＳ

ｖを超えない設計とする。制被①－3 

⑥（P4 へ） 

   

 制御室は， 重大事故等への対処が開

始されている状態で，漏えい又は異臭

等の異常を確認した者（立会人，公的

機関から情報を入手した者等）が，中

央制御室の実施組織要員（実施責任

者）に連絡することにより，中央制御

室の実施組織要員が有毒ガスの発生を

認知できるよう，通信連絡設備及び代

替通信連絡設備を設ける設計とする。

制居①－5 

 

 

制御室は，重大事故等への対処が開始

されている状態で，漏えい又は異臭等の

異常を確認した者（立会人，公的機関か

ら情報を入手した者等）が，中央制御室

の実施組織要員（実施責任者）に連絡す

ることにより，中央制御室の実施組織要

員が有毒ガスの発生を認知できるよう，

通信連絡設備及び代替通信連絡設備を設

ける設計とする。制居①－5 

 

 

 

制御室は，重大事故等への対処が開始

されている状態で，漏えい又は異臭等の

異常を確認した者（立会人，公的機関か

ら情報を入手した者等）が，中央制御室

の実施組織要員（実施責任者）に連絡す

ることにより，中央制御室の実施組織要

員が有毒ガスの発生を認知できるよう，

通信連絡設備及び代替通信連絡設備を設

ける設計とする。◇1  

中央制御室は，重大事故等への対処が

開始されている状態で，漏えい又は異臭

等の異常を確認した者（立会人，公的機

関から情報を入手した者等）が，中央制

御室の実施組織要員（実施責任者）に連

絡することにより，中央制御室の実施組

織要員が有毒ガスの発生を認知できるよ

う，通信連絡設備及び代替通信連絡設備

を設ける設計とする。◇1  

○223（P87から） 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室は，重大事故等への対処が開始

されている状態で，立会人，公的機関か

ら情報を入手した者等から連絡を受け有

毒ガスの発生を認知した中央制御室の実

施組織要員（実施責任者）が，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

実施組織要員に連絡することにより，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室の実施組織要員が有毒ガスの発生を

認知できるよう，通信連絡設備及び代替

通信連絡設備を設ける設計とする。 

○227（P99から） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  

また，換気設備の隔離，防護具の着

用等の対策により，有毒ガスから制御

室の実施組織要員を防護できる設計と

する。制居①－6 

 

また，換気設備の隔離，防護具の着用

等の対策により，有毒ガスから制御室の

実施組織要員を防護できる設計とする。

制居①－6 

 

また，換気設備の隔離，防護具の着用

等の対策により，有毒ガスから制御室の

実施組織要員を防護できる設計とする。

◇1  

また，換気設備の隔離，防護具の着用

等の対策により，有毒ガスから中央制御

室の実施組織要員を防護できる設計とす

る。◇1  

○224（P87から） 

また，換気設備の隔離，防護具の着用

等の対策により，有毒ガスから使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

実施組織要員を防護できる設計とする。

◇1  

○228（P99から） 

 

 

 

 

 なお，連絡を受けた中央制御室の実

施組織要員（実施責任者）は，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の実施組織要員及び緊急時対策所の

重大事故等の対処に必要な指示を行う

要員（非常時対策組織本部の本部長）

に対して有毒ガスの発生を連絡するこ

とを保安規定に定めて，管理する。制

居①－7 

なお，連絡を受けた中央制御室の実施

組織要員（実施責任者）は，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の実

施組織要員及び緊急時対策所の重大事故

等の対処に必要な指示を行う要員（非常

時対策組織本部の本部長）に対して有毒

ガスの発生を連絡する。制居①－7 

なお，連絡を受けた中央制御室の実施

組織要員（実施責任者）は，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の実

施組織要員及び緊急時対策所の重大事故

等の対処に必要な指示を行う要員（非常

時対策組織本部の本部長）に対して有毒

ガスの発生を連絡する。◇1  

なお，連絡を受けた中央制御室の実施

組織要員（実施責任者）は，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の実

施組織要員及び緊急時対策所の重大事故

等の対処に必要な指示を行う要員（非常

時対策組織本部の本部長）に対して有毒

ガスの発生を連絡する。◇1  

○225（P87から） 

  

 これらの対策により，有毒ガスによ

る影響を考慮した場合でも，制御室に

実施組織要員がとどまることができる

設計とする。制居①－8 

これらの対策により，有毒ガスによる

影響を考慮した場合でも，制御室に実施

組織要員がとどまることができる設計と

する。制居①－8 

これらの対策により，有毒ガスによる

影響を考慮した場合でも，制御室に実施

組織要員がとどまることができる設計と

する。◇1  

  

   これらの対策により，有毒ガスによる

影響を考慮した場合でも，中央制御室に

実施組織要員がとどまることができる設

計とする。◇1  

○226（P87から） 

  

   これらの対策により，有毒ガスによる

影響を考慮した場合でも，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に実施

組織要員がとどまることができる設計と

する。◇1  

○229（P99から） 

  

【許可からの変更点】 

有毒ガス発生に係る関係個所へ

の連絡・必要な指示は運用対応

であるため、保安規定に定めて

管理する旨を記載。 
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実施組織要員が，制御室にとどまるた

めに必要な居住性を確保するための設備

は，制御室換気設備，制御室照明設備，

制御室環境測定設備及び制御室放射線計

測設備で構成する。◇1  

⑫（P1へ） 

  

   また，重大事故等が発生した場合にお

いて，制御室にて「6.2.1 計装設備」の

重要監視パラメータ及び重要代替監視パ

ラメータを監視並びに記録できる設計と

する。◇1  

㉘（P23へ） 

  

   重要監視パラメータ及び重要代替監視

パラメータを監視並びに記録できる設備

として計測制御装置を設ける設計とす

る。◇1  

㉙（P23へ） 

  

   計測制御装置は，監視制御盤，安全系

監視制御盤及び情報把握計装設備で構成

し，重大事故等の発生要因に応じて対処

に有効な設備を使用し，監視及び記録す

る設計とする。◇1  

㉚（P23へ） 

  

    (1) 中央制御室機能 

中央制御室は以下の機能を有する。 

中央制御室は耐震性を有する原子炉建屋

付属棟内に設置し，基準地震動Ｓｓによ

る地震力に対して機能を喪失しない設計

とするとともに，発電用原子炉の反応度

制御系統及び原子炉停止系統に係る設

備，非常用炉心冷却設備その他の非常時

に発電用原子炉の安全を確保するための

設備を操作できる設計とする。 

発電用原子炉及び主要な関連設備の運

転状況（発電用原子炉の制御棒の動作状

態，発電用原子炉及び原子炉冷却系統に

係る主要なポンプの起動・停止状態，発

電用原子炉及び原子炉冷却系統に係る主

要な弁の開閉状態）の監視及び操作がで

きるとともに，発電用原子炉施設の安全

性を確保するために必要な操作を手動に

より行うことができる設計とする。 

 

 

    a. 中央制御室制御盤等 

中央制御室制御盤は，原子炉制御関

係，原子炉プラントプロセス計装関係，

原子炉緊急停止系関係，原子炉補助設備

関係，タービン発電機関係，所内電気回 
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    路関係等の計測制御装置を設けた中央監

視操作盤及び中央制御室内裏側直立盤で

構成し，設計基準対象施設の健全性を確

認するために必要なパラメータ（炉心の

中性子束，制御棒位置，原子炉冷却材の

圧力，温度及び流量，原子炉水位，原子

炉格納容器内の圧力及び温度等）を監視

できるとともに，全てのプラント運転状

態において，運転員に過度な負担となら

ないよう，中央制御室制御盤において監

視，操作する対象を定め，通常運転，運

転時の異常な過渡変化及び設計基準事故

の対応に必要な操作器，指示計，記録計

及び警報装置（計測制御系統施設，放射

性廃棄物の廃棄施設及び放射線管理施設

の警報装置を含む。）を有する設計とす

る。 

 

    なお，安全保護装置及びそれにより駆

動又は制御される機器については，バイ

パス状態，使用不能状態について表示す

ること等により運転員が的確に認知でき

る設計とする。 

 

    また，運転員の監視及び操作を支援す

るための装置及びプラント状態の把握を

支援する装置としてＣＲＴ等を有する設

計とする。 

 

    非常用炉心冷却設備その他の非常時に

発電用原子炉の安全を確保するための設

備を運転中に試験する場合に使用する電

動弁用電動機の熱的過負荷保護装置は，

使用状態を運転員が的確に識別できるよ

う表示装置を設ける設計とする。 

 

    緊急時対策所との連絡及び連携の機能

に係る情報伝達の不備や誤判断が生じな

いよう，緊急時対策に必要な情報につい

て運転員を介さずとも確認できる設計と

する。 

 

    設計基準対象施設は，プラントの安全

上重要な機能に支障をきたすおそれがあ

る機器・弁等に対して，色分けや銘板取

り付け等の識別管理や人間工学的な操作

性も考慮した監視操作エリア・設備の配

置，中央監視操作の盤面配置，理解しや

すい表示方法により発電用原子炉施設の

状態が正確，かつ迅速に把握できる設計

とするとともに施錠管理を行い，運転員

の誤操作を防止する設計とする。また，

保守点検において誤りが生じにくいよう

留意した設計とする。 
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    中央制御室制御盤は，盤面器具（指示

計，記録計，操作器具，表示装置，警報

表示）を系統毎にグループ化して中央監

視操作盤に集約し，操作器具の統一化

（色，形状，大きさ等の視覚的要素での

識別），操作器具の操作方法に統一性を

持たせること等により，通常運転，運転

時の異常な過渡変化及び設計基準事故時

において運転員の誤操作を防止するとと

もに，容易に操作ができる設計とする。 

 

    当該操作が必要となる理由となった事

象が有意な可能性をもって同時にもたら

される環境条件及び発電用原子炉施設で

有意な可能性をもって同時にもたらされ

る環境条件（地震，内部火災，内部溢

水，外部電源喪失並びに燃焼ガスやばい

煙，有毒ガス，降下火砕物及び凍結によ

る操作雰囲気の悪化）を想定しても，運

転員が運転時の異常な過渡変化及び設計

基準事故に対応するための設備を中央制

御室において操作に必要な照明の確保等

により容易に操作することができる設計

とするとともに，現場操作についても運

転時の異常な過渡変化及び設計基準事故

時に操作が必要な箇所は環境条件を想定

し，適切な対応を行うことにより容易に

操作することができる設計とする。 

 

    b. 外部状況把握 

発電用原子炉施設の外部の状況を把握

するため，津波・構内監視カメラ（浸水

防護施設の設備を計測制御系統施設の設

備として兼用（以下同じ。）），風向，

風速その他の気象条件を測定する気象観

測設備（東海，東海第二発電所共用（以

下同じ。））等を設置し，津波・構内監

視カメラの映像，気象観測設備等のパラ

メータ及び公的機関からの地震，津波，

竜巻情報等の入手により中央制御室から

発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能性

のある自然現象等を把握できる設計とす

る。 

 

    津波・構内監視カメラは暗視機能等を持

ち，中央制御室にて遠隔操作することに

より，発電所構内の周辺状況（海側及び

陸側）を昼夜にわたり把握できる設計と

する。なお，津波・構内監視カメラは，

地震荷重等を考慮し必要な強度を有する

設計とするとともに，所内常設直流電源

設備から給電できる設計とする。 
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    c. 居住性の確保 

中央制御室及びこれに連絡する通路並

びに運転員その他の従事者が中央制御室

に出入りするための区域は，原子炉冷却

系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は

故障その他の異常が発生した場合に，中

央制御室の気密性，遮蔽その他適切な放

射線防護措置，気体状の放射性物質並び

に火災等により発生する燃焼ガス，ばい

煙，有毒ガス及び降下火砕物に対する換

気設備の隔離その他の適切な防護措置を

講じることにより，発電用原子炉の運転

の停止その他の発電用原子炉施設の安全

性を確保するための措置をとるための機

能を有するとともに連絡する通路及び出

入りするための区域は従事者が支障なく

中央制御室に入ることができるよう，多

重性を有する設計とする。 

 

 重大事故等が発生し，中央制御室の

外側が放射性物質により汚染したよう

な状況下において，実施組織要員が中

央制御室の外側から中央制御室に放射

性物質による汚染を持ち込むことを防

止するため，出入管理建屋から中央制

御室に連絡する通路上又は制御建屋の

外から中央制御室に連絡する通路上に

作業服の着替え，防護具の着装及び脱

装，身体汚染検査並びに除染作業がで

きる区画(以下「出入管理区画」とい

う。)を設けることを保安規定に定め

て，管理する。制防①－1 

 

重大事故等が発生し，中央制御室の外

側が放射性物質により汚染したような状

況下において，実施組織要員が中央制御

室の外側から中央制御室に放射性物質に

よる汚染を持ち込むことを防止するた

め，出入管理建屋から中央制御室に連絡

する通路上又は制御建屋の外から中央制

御室に連絡する通路上に作業服の着替

え，防護具の着装及び脱装，身体汚染検

査並びに除染作業ができる区画（以下

「出入管理区画」という。）を設ける設

計とする。制防①－1 

 

制御室への汚染の持ち込みを防止する

ため，制御室に連絡する通路上に作業服

の着替え，防護具の着装及び脱装，汚染

検査並びに除染作業ができる区画（以下

「出入管理区画」という。）を設ける。

◇1  

㉔（P6 から） 

重大事故等が発生し，中央制御室の外

側が放射性物質により汚染したような状

況下において，中央制御室の外側から中

央制御室に放射性物質による汚染を持ち

込むことを防止するため，出入管理建屋

から中央制御室に連絡する通路上及び制

御建屋の外から中央制御室に連絡する通

路上に出入管理区画を設ける設計とす

る。◇1  

㉛（P86 から） 

汚染が確認された場合に除染作業がで

きる区画は，汚染検査を行う区画に隣接

して設置する設計とする。◇1  

㉜（P86から） 

制御室の外側が放射性物質により汚染

したような状況下において，制御室への

汚染の持込みを防止するため，作業服の

着替え，防護具の着装及び脱装，身体汚

染検査並びに除染作業ができる区画を設

ける設計とする。◇1  

○235（P122から） 

重大事故等が発生し，中央制御室の外

側が放射性物質により汚染したような状

況下において，運転員が中央制御室の外

側から中央制御室に放射性物質による汚

染を持ち込むことを防止するため，身体

サーベイ及び作業服の着替え等を行うた

めの区画を設ける設計とする。 

 

重大事故等が発生し，中央制御室の外側

が放射性物質により汚染したような状況

下において，運転員が中央制御室の外側

から中央制御室に放射性物質による汚染

を持ち込むことを防止するため，身体サ

ーベイ及び作業服の着替え等を行うため

の区画を設ける設計とし，身体サーベイ

の結果，運転員の汚染が確認された場合

は，運転員の除染を行うことができる区

画を，身体サーベイを行う区画に隣接し

て設置する設計とする。 

 

 
 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故等時の対処組織の相違，また，設備

の相違による。 

制御③（P18 から） 【許可からの変更点】 

出入管理区画は，重大事故等が

発生した際に設ける運用対応であ

ることから，語尾の記載を見直し。

（以下，同様。） 

制御④（P13 へ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室の外側が放射性物質により

汚染したような状況下において，実施

組織要員が使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室の外側から使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室に放射性物質による汚染を持ち込む

ことを防止するため，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の外から使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室に連絡

する通路上に出入管理区画を設けるこ

とを保安規定に定めて，管理する。制

防①－2 

 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の外側が放射性物質により汚染

したような状況下において，実施組織要

員が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室の外側から使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室に放射性物

質による汚染を持ち込むことを防止する

ため，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の外

から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室に連絡する通路上に出入管理

区画を設ける設計とする。制防①－2 

 

 

制御室への汚染の持ち込みを防止する

ため，制御室に連絡する通路上に作業服

の着替え，防護具の着装及び脱装，汚染

検査並びに除染作業ができる区画（以下

「出入管理区画」という。）を設ける。

◇1  

㉕（P6 から） 

重大事故等が発生し，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室の外側が

放射性物質により汚染したような状況下

において，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の外側から使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に放

射性物質による汚染を持ち込むことを防

止するため，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋の外から使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室に連絡する通路上に出

入管理区画を設ける設計とする。◇1  

㉝（P98 から） 

汚染が確認された場合に除染作業がで

きる区画は，汚染検査を行う区画に隣接

して設置する設計とする。◇1  

㉞（P98 から） 

制御室の外側が放射性物質により汚染

したような状況下において，制御室への

汚染の持込みを防止するため，作業服の

着替え，防護具の着装及び脱装，身体汚

染検査並びに除染作業ができる区画を設

ける設計とする。◇1  

○236（P122 から） 

 

重大事故等が発生し，中央制御室の外

側が放射性物質により汚染したような状

況下において，運転員が中央制御室の外

側から中央制御室に放射性物質による汚

染を持ち込むことを防止するため，身体

サーベイ及び作業服の着替え等を行うた

めの区画を設ける設計とする。 

 

重大事故等が発生し，中央制御室の外側

が放射性物質により汚染したような状況

下において，運転員が中央制御室の外側

から中央制御室に放射性物質による汚染

を持ち込むことを防止するため，身体サ

ーベイ及び作業服の着替え等を行うため

の区画を設ける設計とし，身体サーベイ

の結果，運転員の汚染が確認された場合

は，運転員の除染を行うことができる区

画を，身体サーベイを行う区画に隣接し

て設置する設計とする。 

 

 

 出入管理区画用資機材は，出入管理

区画を設置する場所の近傍に予備品を

含め必要数以上を設けることを保安規

定に定めて，管理する。制防①－3 

 

出入管理区画用資機材は，出入管理区

画を設置する場所の近傍に予備品を含め

必要数以上を配備する。制防①－3 

 

   

  制御室にとどまるために必要な居住性

を確保するための設備は，制御室換気設

備，制御室照明設備，制御室遮蔽設備，

制御室環境測定設備及び制御室放射線計

測設備で構成する。制居①－2 

②（P1 へ） 

   

  また，重大事故等が発生した場合にお

いて，制御室に重要監視パラメータ及び

重要代替監視パラメータを監視並びに記

録できる設備として計測制御装置を設け

る設計とする。□1  

⑦（P23 へ） 

   

【許可からの変更点】 

出入管理区画用資機材は設工認

対象ではなく，運用対応であること

から，語尾の記載を見直し。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

制御室の要求事項は，中央制御

室の他，使用済燃料受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室にも適用

するため，記載分けを行う。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故等時の対処組織の相違，また，設備

の相違による。 

制御③（P18 から） 

制御④（P12 から） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
     

炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いても，可搬型照明（ＳＡ），中央制御

室換気系空気調和機ファン，中央制御室

換気系フィルタ系ファン，中央制御室換

気系フィルタユニット，中央制御室待避

室空気ボンベ，中央制御室遮蔽，中央制

御室遮蔽（待避室），中央制御室待避室

差圧計，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度

計により，中央制御室内にとどまり必要

な操作ができる設計とする。 

 

    また，原子炉建屋ガス処理系及びブロ

ーアウトパネル閉止装置により，原子炉

格納容器から漏えいした空気中の放射性

物質の濃度を低減させることで，運転員

の被ばくを低減できる設計とする。 

 

    中央制御室換気系空気調和機ファン及

び中央制御室換気系フィルタ系ファン

は，非常用交流電源設備に加えて，常設

代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

    原子炉建屋ガス処理系は，非常用交流

電源設備に加えて，常設代替交流電源設

備からの給電が可能な設計とする。 

 

    可搬型照明（ＳＡ）及びブローアウト

パネル閉止装置は，全交流動力電源喪失

時においても常設代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とする。 

 

    炉心の著しい損傷後の格納容器圧力逃

がし装置を作動させる場合に放出される

プルーム通過時に，運転員の被ばくを低

減するため，中央制御室内に中央制御室

待避室を設け，中央制御室待避室には，

遮蔽設備として，中央制御室遮蔽（待避

室）を設ける。中央制御室待避室は，中

央制御室待避室空気ボンベで正圧化する

ことにより，放射性物質が流入すること

を一定時間完全に防ぐことができる設計

とする。 

 

    放射線管理施設の中央制御室待避室差

圧計により，中央制御室待避室と中央制

御室との間が正圧化に必要な差圧が確保

できていることを把握できる設計とす

る。 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設には設けない設備

の設計方針のため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は，加圧による

制御建屋（制御室）内への放

射性物質の流入防止措置を

とらない方針であるため。 

換気③（P43 へ） 

照明①（P53 へ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設には設けない設備

の設計方針のため。 

制御①（P1 へ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    炉心の著しい損傷が発生した場合に，

原子炉建屋ガス処理系は，非常用ガス再

循環系排風機及び非常用ガス処理系排風

機により原子炉建屋原子炉棟を負圧に維

持するとともに，原子炉格納容器から原

子炉建屋原子炉棟に漏えいした放射性物

質を含む気体を非常用ガス処理系排気筒

から排気し，原子炉格納容器から漏えい

した空気中の放射性物質の濃度を低減さ

せることで，中央制御室にとどまる運転

員を過度の被ばくから防護する設計とす

る。 

 

    炉心の著しい損傷が発生し，原子炉建

屋ガス処理系を起動する際に，原子炉建

屋外側ブローアウトパネルを閉止する必

要がある場合には，中央制御室から原子

炉格納施設のブローアウトパネル閉止装

置を操作し，容易かつ確実に開口部を閉

止できる設計とする。また，ブローアウ

トパネル閉止装置は現場においても，人

力により操作できる設計とする。 

 

    設計基準事故時及び炉心の著しい損傷

が発生した場合において，中央制御室内

及び中央制御室待避室内の酸素濃度及び

二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲

にあることを把握できるよう，酸素濃度

計（個数 1（予備 1））及び二酸化炭素

濃度計（個数 1（予備 1））を中央制御

室内に保管する設計とする。 

 

    重大事故等時に，中央制御室内及び中

央制御室待避室内での操作並びに身体サ

ーベイ，作業服の着替え等に必要な照度

の確保は，可搬型照明（ＳＡ）（個数 7

（予備 2））によりできる設計とする。 

 

    炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いても中央制御室に運転員がとどまるた

め，以下の設備を設置又は保管する。 

中央制御室待避室に待避した運転員

が，緊急時対策所と通信連絡を行うた

め，必要な数量の衛星電話設備（可搬

型）（待避室）を保管する設計とする。 

 

    中央制御室待避室に待避した運転員

が，中央制御室待避室の外に出ることな

く発電用原子炉施設の主要な計測装置の

監視を行うため，必要な数量のデータ表

示装置（待避室）を設置する設計とす

る。 

 
（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設には設けない

設備の設計方針のため。 

環境②（P62 へ） 

照明③（P56 へ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設には設けない設

備の設計方針のため。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    衛星電話設備（可搬型）（待避室）及

びデータ表示装置（待避室）は，全交流

動力電源喪失時においても常設代替交流

電源設備又は可搬型代替交流電源設備か

らの給電が可能な設計とする。 

 

 

    d. 通信連絡 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施

設の損壊又は故障その他の異常の際に，

中央制御室等から人が立ち入る可能性の

ある原子炉建屋，タービン建屋等の建屋

内外各所の人に操作，作業，退避の指

示，事故対策のための集合等の連絡をブ

ザー鳴動，音声等により行うことができ

るものとする。 

 

    重大事故等が発生した場合において，

発電所内外の通信連絡をする必要のある

場所と通信連絡を行うことができるもの

とする。 

 

 

    放射線管理施設 

第 2章 個別項目 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等 

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住

性を確保するための防護措置 

中央制御室は，原子炉冷却材喪失等の

設計基準事故時に，中央制御室内にとど

まり必要な操作及び措置を行う運転員が

過度の被ばくを受けないよう施設し，運

転員の勤務形態を考慮し，事故後 30 日

間において，運転員が中央制御室に入

り，とどまっても，中央制御室遮蔽を透

過する放射線による線量，中央制御室に

侵入した外気による線量及び入退域時の

線量が，中央制御室の気密性並びに中央 

制御室換気系，中央制御室遮蔽及び二次

遮蔽の機能とあいまって，「原子力発電

所中央制御室の居住性に係る被ばく評価

手法について（内規）」に基づく被ばく

評価により，「核原料物質又は核燃料物

質の製錬の事業に関する規則等の規定に

基づく線量限度等を定める告示」に示さ

れる 100 mSv を下回る設計とする。ま

た，運転員その他の従事者が中央制御室

にとどまるため，気体状の放射性物質及

び中央制御室外の火災等により発生する

燃焼ガスやばい煙，有毒ガス及び降下火

砕物に対する換気設備の隔離その他の適

切に防護するための設備を設ける設計と

する。 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の通信連絡設備の

基本方針は，重大事故時の制御

室における整理対象ではないた

め。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設には設けない

設備の設計方針のため。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
     

運転員の被ばくの観点から結果が も

厳しくなる重大事故等時においても中央

制御室に運転員がとどまるために必要な

設備を施設し，中央制御室遮蔽を透過す

る放射線による線量，中央制御室に取り

込まれた外気による線量及び入退域時の

線量が，全面マスク等の着用及び運転員

の交替要員体制を考慮し，その実施のた

めの体制を整備することで，中央制御室

の気密性並びに中央制御室換気系，中央

制御室遮蔽，中央制御室遮蔽（待避室）

及び二次遮蔽の機能並びに中央制御室待

避室空気ボンベの性能とあいまって，運

転員の実効線量が 7 日間で 100 mSv を

超えない設計とする。炉心の著しい損傷

が発生した場合における居住性に係る被

ばく評価では，設計基準事故時の手法を

参考にするとともに，炉心の著しい損傷

が発生した場合に放出される放射性物質

の種類，全交流動力電源喪失時の中央制

御室換気系の起動遅れ等，炉心の著しい

損傷が発生した場合の評価条件を適切に

考慮する。 

 

 

    設計基準事故時及び炉心の著しい損傷

が発生した場合において，中央制御室内

及び中央制御室待避室内の酸素濃度及び

二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲

にあることを把握できるよう，計測制御

系統施設の酸素濃度計及び二酸化炭素濃

度計を使用し，中央制御室内及び中央制

御室待避室内の居住性を確保できる設計

とする。 

 

    炉心の著しい損傷後の格納容器圧力逃

がし装置を作動させる場合に放出される

プルーム通過時に，運転員の被ばくを低

減するため，中央制御室内に中央制御室

待避室を設け，中央制御室待避室には，

遮蔽設備として，中央制御室遮蔽（待避

室）を設ける。中央制御室待避室は，中

央制御室待避室空気ボンベで正圧化する

ことにより，放射性物質が流入すること

を一定時間完全に防ぐことができる設計

とする。 

 

    中央制御室待避室差圧計（個数 1，計

測範囲 0～60 Pa）により，中央制御室

待避室と中央制御室との間が正圧化に必

要な差圧が確保できていることを把握で

きる設計とする。 

 

環境①（P60 へ） 

制御②（P3，4 へ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は，加圧による

制御建屋（制御室）内への放

射性物質の流入防止措置を

とらない方針であるため。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（18 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いて，原子炉格納施設の原子炉建屋ガス

処理系及びブローアウトパネル閉止装置

により，原子炉格納容器から漏えいした

空気中の放射性物質の濃度を低減させる

ことで，運転員の被ばくを低減できる設

計とする。 

 

    重大事故等が発生し，中央制御室の外

側が放射性物質により汚染したような状

況下において，運転員が中央制御室の外

側から中央制御室に放射性物質による汚

染を持ち込むことを防止するため，身体

サーベイ及び作業服の着替え等を行うた

めの区画を設ける設計とし，身体サーベ

イの結果，運転員の汚染が確認された場

合は，運転員の除染を行うことができる

区画を，身体サーベイを行う区画に隣接

して設置する設計とする。 

 

    中央制御室内及び中央制御室待避室内

と身体サーベイ，作業服の着替え等を行

うための区画の照明は，計測制御系統施

設の可搬型照明（ＳＡ）を使用する。 

 

    中央制御室換気系空気調和機ファン及

び中央制御室換気系フィルタ系ファン

は，非常用交流電源設備に加えて，常設

代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

    原子炉建屋ガス処理系は，非常用交流

電源設備に加えて，常設代替交流電源設

備からの給電が可能な設計とする。 

 

    可搬型照明（ＳＡ）及びブローアウト

パネル閉止装置は，全交流動力電源喪失

時においても常設代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とする。 

 

 

    2.2 換気設備 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化

時及び設計基準事故時において，放射線

障害を防止するため，発電所従業員に新

鮮な空気を送るとともに，空気中の放射

性物質の除去・低減が可能な換気設備を

設ける。 

 

    換気設備は，放射性物質による汚染の

可能性からみて区域を分け，それぞれ別

系統とし，清浄区域に新鮮な空気を供給

して，汚染の可能性のある区域に向って

流れるようにし，排気は適切なフィルタ

を通して行う。また，各換気系統は，そ

の容量が区域及び部屋の必要な換気並び

に除熱を十分行える設計とする。 

 

換気④（P43 へ） 

照明④（P56 へ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設には設けない設備

の設計方針のため。 

照明②（P53 へ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設には設けない設備

の設計方針のため。 

制御③（P12,13 へ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（19 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    放射性物質を内包する換気ダクトは，

溶接構造とし，耐圧試験に合格したもの

を使用することで，漏えいし難い構造と

する。また，ファン，逆流防止用ダンパ

等を設置し，逆流し難い構造とする。 

 

    排出する空気を浄化するため，気体状

の放射性よう素を除去するよう素フィル

タ及び放射性微粒子を除去する微粒子フ

ィルタを設置する。 

 

    これらのフィルタを内包するフィルタ

ユニットは，フィルタの取替が容易とな

るよう取替えに必要な空間を有するとと

もに，必要に応じて梯子等を設置し，取

替が容易な構造とする。 

 

    吸気口は，放射性物質に汚染された空

気を吸入し難いように，主排気筒及び廃

棄物処理建屋排気筒から十分離れた位置

に設置する。 

 

 

    2.2.1 中央制御室換気系 

中央制御室の換気及び冷暖房は，中央

制御室換気系空気調和機ファン，中央制

御室換気系フィルタユニット，中央制御

室換気系フィルタ系ファン等から構成す

る中央制御室換気空調設備により行う。 

 

    中央制御室外の火災等により発生する

燃焼ガスやばい煙，有毒ガス及び降下火

砕物に対し，中央制御室換気系の外気取

入れを手動で遮断し，閉回路循環方式に

切り替えることが可能な設計とする。 

 

    中央制御室換気系は，通常のラインの

他，高性能粒子フィルタ及びチャコール

フィルタを内蔵した中央制御室換気系フ

ィルタユニット並びに中央制御室換気系

フィルタ系ファンからなる非常用ライン

を設け，設計基準事故時及び重大事故等

時には，中央制御室換気系の給気隔離弁

及び排気隔離弁を閉とすることにより外

気との連絡口を遮断し，中央制御室換気

系フィルタユニットを通る閉回路循環方

式とし，放射性物質を含む外気が中央制

御室に直接流入することを防ぐことがで

き，運転員を放射線被ばくから防護する

設計とする。外部との遮断が長期にわた

り，室内の雰囲気が悪くなった場合に

は，外気を中央制御室換気系フィルタユ

ニットで浄化しながら取り入れることも

可能な設計とする。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（20 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
     

中央制御室換気系は，地震時及び地震

後においても，中央制御室の気密性とあ

いまって，設計上の空気の流入率を維持

でき，「2.1 中央制御室及び緊急時対策

所の居住性を確保するための防護措置」

に示す居住性に係る判断基準を満足する

設計とする。 

 

    中央制御室換気系空気調和機ファン，

中央制御室換気系フィルタ系ファン及び

中央制御室換気系フィルタユニットは，

設計基準事故対処設備であるとともに，

重大事故等時においても使用するため，

重大事故等対処設備としての基本方針に

示す設計方針を適用する。ただし，多様

性及び独立性並びに位置的分散を考慮す

べき対象の設計基準事故対処設備はない

ことから，重大事故等対処設備の基本方

針のうち「5.1.2 多様性，位置的分散

等」に示す設計方針は適用しない。 

 

    重要度が特に高い安全機能を有する系

統において，設計基準事故が発生した場

合に長期間にわたって機能が要求される

静的機器のうち，単一設計とする中央制

御室換気系のダクトの一部については，

当該設備に要求される原子炉制御室非常

用換気空調機能が喪失する単一故障のう

ち，想定される も過酷な条件として，

ダクトの全周破断を想定しても，単一故

障による放射線物質の放出に伴う被ばく

の影響を 小限に抑えるよう，安全上支

障のない期間に単一故障を確実に除去又

は修復できる設計とし，その単一故障を

仮定しない。 

 

    想定される単一故障の発生に伴う中央

制御室の運転員の被ばく量は保守的に単

一故障を除去又は修復ができない場合で

評価し，緊急作業時に係る線量限度を下

回ることを確認する。また，単一故障の

除去又は修復のための作業期間として想

定する 2 日間を考慮し，修復作業に係

る従事者の被ばく線量は緊急時作業に係

る線量限度に照らしても十分小さくする

設計とする。単一設計とする箇所の設計

に当たっては，想定される単一故障の除

去又は修復のためのアクセスが可能であ

り，かつ，補修作業が容易となる設計と

する。 

 

 

換気①（P41 へ） 

換気②（P42 へ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（21 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    2.3 生体遮蔽装置等 

設計基準対象施設は，通常運転時にお

いて発電用原子炉施設からの直接ガンマ

線及びスカイシャインガンマ線による発

電所周辺の空間線量率が，放射線業務従

事者等の放射線障害を防止するために必

要な生体遮蔽等を適切に設置すること及

び発電用原子炉施設と周辺監視区域境界

までの距離とあいまって，発電所周辺の

空間線量率を合理的に達成できる限り低

減し，周辺監視区域外における線量限度

に比べ十分に下回る，空気カーマで年間

50 μGy を超えないような遮蔽設計とす

る。 

 

    発電所内における外部放射線による放

射線障害を防止する必要がある場所に

は，通常運転時の放射線業務従事者等の

被ばく線量が適切な作業管理とあいまっ

て，「核原料物質又は核燃料物質の製錬

の事業に関する規則等の規定に基づく線

量限度等を定める告示」を満足できる遮

蔽設計とする。 

 

    生体遮蔽は，主に一次遮蔽，二次遮

蔽，中央制御室遮蔽及び緊急時対策所遮

蔽から構成し，想定する通常運転時，運

転時の異常な過渡変化時，設計基準事故

時及び重大事故等時に対し，地震時及び

地震後においても，発電所周辺の空間線

量率の低減及び放射線業務従事者等の放

射線障害防止のために，遮蔽性を維持す

る設計とする。生体遮蔽に開口部又は配

管その他の貫通部があるものにあって

は，必要に応じて次の放射線漏えい防止

措置を講じた設計とするとともに，自

重，附加荷重及び熱応力に耐える設計と

する。 

 

    ・開口部を設ける場合，人が容易に接

近できないような場所（通路の行き

止まり部，高所等）への開口部設置 

・貫通部に対する遮蔽補強（スリーブ

と配管との間隙への遮蔽材の充てん

等） 

・線源機器と貫通孔との位置関係によ

り，貫通孔から線源機器が直視でき

ない措置 

 

    遮蔽設計は，実効線量が 1.3 mSv/3 

月間を超えるおそれがある区域を管理区

域としたうえで，日本電気協会「原子力

発電所放射線遮へい設計規程（ＪＥＡＣ

４６１５）」の通常運転時の遮蔽設計に

基づく設計とする。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（22 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    格納容器圧力逃がし装置使用時の排出

経路に設置される隔離弁に設ける遠隔人

力操作機構の操作場所は，原子炉建屋原

子炉棟外とし，第二弁及び第二弁バイパ

ス弁の操作を行う第二弁操作室は，必要

な要員を収容可能な遮蔽体（第二弁操作

室遮蔽）に囲まれた空間とし，第二弁操

作室空気ボンベにて正圧化することによ

り外気の流入を一定時間遮断すること

で，放射線防護を考慮した設計とする。

第二弁操作室遮蔽は，炉心の著しい損傷

時においても，格納容器圧力逃がし装置

の隔離弁操作ができるよう，普通コンク

リート 395 mm 以上の遮蔽厚さを有し，

第二弁操作室に隣接する格納容器圧力逃

がし装置入口配管が設置される方向の壁

及び床の遮蔽厚さは，普通コンクリート

1195 mm 以上とする設計とする。また，

第二弁操作室が微正圧であることを確認

するため，第二弁操作室差圧計（個数

1，計測範囲 0～60 Pa）を設ける設計と

する。 

 

    格納容器圧力逃がし装置は，格納容器

圧力逃がし装置格納槽（地下埋設）内に

設置し，格納容器圧力逃がし装置使用後

に高線量となるフィルタ装置等の周囲に

は遮蔽体（フィルタ装置遮蔽，配管遮

蔽）を設け，格納容器圧力逃がし装置の

使用時に本系統内に蓄積される放射性物

質から放出される放射線から作業員を防

護する設計とする。 

 

    中央制御室遮蔽，中央制御室遮蔽（待

避室），緊急時対策所遮蔽及び二次遮蔽

は，「2.1 中央制御室及び緊急時対策所

の居住性を確保するための防護措置」に

示す居住性に係る判断基準を満足する設

計とする。 

 

    中央制御室遮蔽は，設計基準事故対処設

備であるとともに，重大事故等時におい

ても使用するため，重大事故等対処設備

としての基本方針に示す設計方針を適用

する。ただし，多様性及び独立性並びに

位置的分散を考慮すべき対象の設計基準

事故対処設備はないことから，重大事故

等対処設備の基本方針のうち「5.1.2 多

様性，位置的分散等」に示す設計方針は

適用しない。 

 

 

遮蔽①（P58 へ） 

遮蔽②（P59 へ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設には設けない

設備の設計方針のため。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（23 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  

計測制御装置については「Ⅰ Ⅰ-1 

第 2 章 4.1 計測制御設備」に示す。 

（a） 計測制御装置 

また，重大事故等が発生した場合にお

いて，制御室に重要監視パラメータ及び

重要代替監視パラメータを監視並びに記

録できる設備として計測制御装置を設け

る設計とする。□1  

⑦（P13 から） 

 

 

重大事故等が発生した場合において，

制御室にて「6.2.1 計装設備」の重要監

視パラメータ及び重要代替監視パラメー

タを監視並びに記録するため，計測制御

装置を設ける。◇1  

㉖（P6から） 

重要監視パラメータ及び重要代替監視

パラメータを監視並びに記録できる設備

として計測制御装置を設ける設計とす

る。◇1  

㉙（P9から） 

重大事故等が発生した場合，中央制御

室において「6.2.1 計装設備」の重要監

視パラメータ及び重要代替監視パラメー

タを監視並びに記録できる設備として計

測制御装置を設置又は配備する。◇1  

㉟（P87から） 

  

  重大事故等が発生した場合において，

計測制御装置は，制御室において，重要

監視パラメータ及び重要代替監視パラメ

ータを監視並びに記録できる設計とす

る。□1  

 

また，重大事故等が発生した場合にお

いて，制御室にて「6.2.1 計装設備」の

重要監視パラメータ及び重要代替監視パ

ラメータを監視並びに記録できる設計と

する。◇4  

㉘（P9から） 

  

  

 
計測制御装置は，監視制御盤，安全系

監視制御盤及び情報把握計装設備で構成

する。□1  

 

計測制御装置は，監視制御盤及び安全

系監視制御盤を常設重大事故等対処設備

として位置付ける。情報把握計装設備

は，常設重大事故等対処設備として設置

するとともに、可搬型重大事故等対処設

備として配備する。◇1  

㉗（P6から） 

計測制御装置は，監視制御盤，安全系

監視制御盤及び情報把握計装設備で構成

し，重大事故等の発生要因に応じて対処

に有効な設備を使用し，監視及び記録す

る設計とする。◇1  

㉚（P9から） 

計測制御装置は，監視制御盤，安全系

監視制御盤及び情報把握計装設備で構成

し，重大事故等の発生要因に応じて対処

に有効な設備を使用し，監視及び記録す

る。◇1  

㊱（P87から） 

 

  

【許可からの変更点】 

計測制御装置は、技術基準要求の

「制御室にとどまるために必要な

設備」に該当しないため、当該設

備に関する基本設計方針は第 47
条「計装設備」側で展開する。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（24 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

重大事故等が発生した場合，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に

おいて「6.2.1 計装設備」の重要監視パ

ラメータを監視並びに記録できる設備と

して計測制御装置を設置又は配備する。

また，計測制御装置のうち，設計基準対

象の施設と兼用する設備は，重大事故等

対処設備として位置付ける。◇1  

㊲（P99 から） 

計測制御装置は，監視制御盤，安全系

監視制御盤及び情報把握計装設備で構成

し，重大事故等の発生要因に応じて対処

に有効な設備を使用し，監視及び記録す

る。◇1  

㊳（P99から） 

  

  

 
監視制御盤は，内的事象による安全機

能の喪失を要因とし，全交流動力電源の

喪失を伴わない重大事故等が発生した場

合において，重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータを監視並びに記録

するための設備であり，常設重大事故等

対処設備として位置付ける。□1  

 

監視制御盤及び安全系監視制御盤は，

内的事象による安全機能の喪失を要因と

し，全交流動力電源の喪失を伴わない重

大事故等が発生した場合において，重要

監視パラメータ及び重要代替監視パラメ

ータを監視並びに記録するための設備と

して，常設重大事故等対処設備に位置付

ける。◇4  

㊴（P25へ） 

  

  

 

 また，計測制御装置のうち，設計基準

対象の施設と兼用する設備は，重大事故

等対処設備として位置付ける。◇4  

㊵（P87から） 

監視制御盤は，内的事象による安全機

能の喪失を要因とし，全交流動力電源の

喪失を伴わない重大事故等が発生した場

合において，重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータを監視並びに記録

するための設備であり，常設重大事故等

対処設備として位置付ける。◇4  

㊶（P88から） 

監視制御盤は，内的事象による安全機

能の喪失を要因とし，全交流動力電源の

喪失を伴わない重大事故等が発生した場

合において，重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータを監視並びに記録

するための設備であり，常設重大事故等

対処設備として位置付ける。◇4  

㊷（P100から） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（25 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  

 

 

 

安全系監視制御盤は，内的事象による

安全機能の喪失を要因とし，全交流動力

電源の喪失を伴わない重大事故等が発生

した場合において，重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを監視する

ための設備であり，常設重大事故等対処

設備として位置付ける。□1  
 

 

 

監視制御盤及び安全系監視制御盤は，

内的事象による安全機能の喪失を要因と

し，全交流動力電源の喪失を伴わない重

大事故等が発生した場合において，重要

監視パラメータ及び重要代替監視パラメ

ータを監視並びに記録するための設備と

して，常設重大事故等対処設備に位置付

ける。◇4  

㊴（P25から） 

また，計測制御装置のうち，設計基準

対象の施設と兼用する設備は，重大事故

等対処設備として位置付ける。◇4  

㊸（P87から） 

安全系監視制御盤は，内的事象による

安全機能の喪失を要因とし，全交流動力

電源の喪失を伴わない重大事故等が発生

した場合において，重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを監視する

ための設備であり，常設重大事故等対処

設備として位置付ける。◇4  

㊹（P88から） 

  

   安全系監視制御盤は，内的事象による

安全機能の喪失を要因とし，全交流動力

電源の喪失を伴わない重大事故等が発生

した場合において，重要監視パラメータ

を監視するための設備であり，常設重大

事故等対処設備として位置付ける。◇4  

㊺（P100から） 

  

  情報把握計装設備は，外的事象による

安全機能の喪失及び内的事象のうち全交

流動力電源の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合，並びに内的事象によ

る安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合において，重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータを

監視並びに記録するための設備であり，

可搬型重大事故等対処設備として配備

し，常設重大事故等対処設備として設置

する。□1  

 

情報把握計装設備は，外的事象による

安全機能の喪失及び内的事象のうち全交

流動力電源の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合，並びに内的事象によ

る安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合において，重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータを

監視並びに記録する設備として，可搬型

重大事故等対処設備として配備し，常設

重大事故等対処設備として設置する。◇4  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（26 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

情報把握計装設備は，外的事象による

安全機能の喪失及び内的事象のうち全交

流動力電源の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合，並びに内的事象によ

る安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合において，重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータを

監視並びに記録するための設備であり，

可搬型重大事故等対処設備として前処理 

建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬

型情報収集装置，精製建屋可搬型情報収

集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制

御建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置及び情報把握計

装設備可搬型発電機を配備し，常設重大

事故等対処設備として情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置を設置する。◇4  

㊻（P88から） 

情報把握計装設備は，外的事象による

安全機能の喪失及び内的事象のうち全交

流動力電源の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合，並びに内的事象によ

る安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合において，重要監視パ

ラメータを監視並びに記録するための設

備であり，可搬型重大事故等対処設備と

して使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報表示装置を配備し，常

設重大事故等対処設備として情報把握計

装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用

無線装置を設置する。◇4  

㊼（P100から） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（27 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   

情報把握計装設備は，常設重大事故等

対処設備である情報把握計装設備用屋内

伝送系統及び建屋間伝送用無線装置，可

搬型重大事故等対処設備である前処理建

屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型

情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集

装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第

１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置，制御建屋可搬型情報表示装置，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示

装置及び情報把握計装設備可搬型発電機

で構成する。□1  

 

 

情報把握計装設備用屋内伝送系統は，

6.2.1.3 主要設備及び仕様」の可搬型重

要計器及び可搬型重要代替計器にて計測

した重要監視パラメータ及び重要代替監

視パラメータを，前処理建屋においては

前処理建屋可搬型情報収集装置に，分離

建屋においては分離建屋可搬型情報収集

装置に，精製建屋においては精製建屋可

搬型情報収集装置に，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋においてはウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集

装置に，高レベル廃液ガラス固化建屋に

おいては高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型情報収集装置に伝送するための系統

である。また，これらの可搬型情報収集

装置で収集した重要監視パラメータ及び

重要代替監視パラメータを建屋間伝送用

無線装置に伝送するための系統である。

◇4  

㊽（P89から） 

制御建屋に設置する情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，建屋間伝送用無線装

置から制御建屋可搬型情報収集装置に重

要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータを伝送するための系統である。◇4  

㊾（P89から） 

建屋間伝送用無線装置は，前処理建屋

可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情

報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋可搬型情報収集装置が収集し

た重要監視パラメータ及び重要代替監視

パラメータを制御建屋可搬型情報収集装

置及び「9.16.2.4(2)ｅ. 緊急時対策建

屋情報把握設備」の情報収集装置へ伝送

するための系統である。◇4  

㊿（P89から） 

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置及び第２保管庫・貯水所可搬型情報収

集装置については，当該装置から制御建

屋可搬型情報収集装置及び

「9.16.2.4(2)ｅ. 緊急時対策建屋情報

把握設備」の情報収集装置へ伝送する機

能を有する。◇4  

○51（P90 から） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（28 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

前処理建屋可搬型情報収集装置，分離

建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬

型情報収集装置，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集

装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収

集装置及び第２保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置は，前処理建屋，分離建屋，

精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，

第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯

水所の「6.2.1.3 主要設備及び仕様」の

可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器

にて計測した重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータを収集する。◇4  

○52（P90から） 

収集した重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータは，建屋間伝送用無

線装置にて，制御建屋可搬型情報収集装

置及び9.16.2.4(2)ｅ.緊急時対策建屋情

報把握設備」の情報収集装置に伝送す

る。◇4  

○53（P90から） 

制御建屋可搬型情報収集装置は，前処

理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可

搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情報

収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

及び第２保管庫・貯水所可搬型情報収集

装置より伝送される重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを収集し，

記録する。また，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置より伝送され

る重要監視パラメータ及び重要代替監視

パラメータについても収集し，記録す

る。◇4  

○54（P90から） 

制御建屋可搬型情報表示装置は，中央

制御室に配備し，制御建屋可搬型情報収

集装置にて収集した重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを監視す

る。◇4  

○55（P91から） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（29 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

情報把握計装設備用屋内伝送系統は，

6.2.1.3 主要設備及び仕様」の可搬型重

要計器にて計測した使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の重要監視パラメータを，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集

装置に伝送するための系統である。ま

た，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報収集装置で収集した重要監視パラメ

ータを建屋間伝送用無線装置に伝送する

ための系統である。さらに，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置で

収集した重要監視パラメータを使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

に伝送するための系統である。◇4  

○56（P100から） 

建屋間伝送用無線装置は，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置が

収集した重要監視パラメータを制御建屋

可搬型情報収集装置及び緊急時対策所へ

伝送するための系統である。◇4  

○57（P101から） 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置は，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋の可搬型重要計器にて計測した重要

監視パラメータを収集する。◇4  

○58（P101から） 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置にて収集した重要監視パラメ

ータは，建屋間伝送用無線装置を介し，

制御建屋可搬型情報収集装置に伝送す

る。◇4  

○59（P101から） 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置は，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋での可搬型重要計器にて計測した重

要監視パラメータを記録する。◇4  

○60（P101から） 

使用済燃料受入れ及び貯蔵建屋可搬型

表示装置は，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室に設置し，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置

にて収集した重要監視パラメータを監視

する。◇4  

○61（P102から） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   

情報把握計装設備は，中央制御室及び

緊急時対策所に同様の情報を伝送するこ

とにより，故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムによる共通要因に対

して，同時に必要な情報の把握機能が損

なわれない設計とする。□1  

 

 

情報把握計装設備は，制御室及び緊急

時対策所に同様の情報を伝送し，記録す

ることにより，故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムによる共通要因

に対して，同時に必要な情報の把握及び

記録機能が損なわれない設計とする。◇4  

建屋間伝送用無線装置は， 制御建屋

可搬型情報収集装置及び「9.16.2.4(２)

ｅ. 緊急時対策建屋情報把握設備」の情

報収集装置に対し，重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを伝送する

ことで，故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムによる共通要因に対し

て，同時に必要な情報の把握機能が損な

われることはない。◇4  

○62（P89から） 

制御建屋可搬型情報収集装置及び制御

建屋可搬型情報表示装置，

「9.16.2.4(２)ｅ. 緊急時対策建屋情報

把握設備」の情報収集装置及び情報表示

装置は，重要監視パラメータ及び重要代

替監視パラメータを監視及び記録するこ

とで，故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる共通要因に対し

て，同時に必要な情報の把握及び記録機

能が損なわれることはない。◇4  

○63（P91から） 

建屋間伝送用無線装置は，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置が

収集した重要監視パラメータを制御建屋

可搬型情報収集装置及び「9.16.2.4 

(２)ｅ．緊急時対策建屋情報把握設備」

へ伝送するための系統である。◇4  

○64（P101から） 

建屋間伝送用無線装置は，制御建屋可

搬型情報収集装置及び「9.16.2.4(２)

ｅ．緊急時対策建屋情報把握設備」に対

し，重要監視パラメータを伝送すること

で，故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる共通要因に対して，

同時に必要な情報の把握機能が損なわれ

ることはない。◇4  

○65（P101から） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置並びに使用済燃料受入れ及び

貯蔵建屋可搬型表示装置は，制御建屋可

搬型情報収集装置及び制御建屋可搬型情

報表示装置，「9.16.2.4 (２)ｅ．緊急

時対策建屋情報把握設備」の情報収集装

置及び情報表示装置と使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の重要監視パラメータを監

視及び記録することで，故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムによる

共通要因に対して，同時に必要な情報の

把握及び記録機能が損なわれることはな

い。◇4  

○66（P102から） 

  

  監視制御盤及び安全系監視制御盤の電

源は，「リ．(1)(i)(b)(ﾛ) 重大事故等

対処設備」の一部である受電開閉設備等

から給電する設計とする。□1  

 

監視制御盤及び安全系監視制御盤の電

源は，「9.2 電気設備」の「9.2.2 重大

事故等対処施設」の一部である受電開閉

設備等から給電する。◇4  

○67（P91から） 

監視制御盤及び安全系監視制御盤の電

源は，「9.2 電気設備」の「9.2.2 重大

事故等対処施設」の一部である受電開閉

設備等から給電する。◇4  

○68（P102から） 

  

  情報把握計装設備の電源は，情報把握

計装設備可搬型発電機，「リ．(1)(i) 

(b)(ﾛ)1) 代替電源設備」の一部である

前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬

型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発

電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬

型発電機及び使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設可搬型発電機で構成する。□1  

 

情報把握計装設備の電源は，情報把握

計装設備可搬型発電機及び「9.2 電気設

備」の「9.2.2 重大事故等対処施設」の

一部である前処理建屋可搬型発電機，分

離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発

電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型発電機及び高レベル廃液ガラス

固化建屋可搬型発電機で構成する。◇4  

○69（P91から） 

情報把握計装設備の電源は，情報把握

計装設備可搬型発電機及び「9.2電気設

備」の「9.2.2 重大事故等対処施設」の

一部である使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設可搬型発電機で構成する。◇4  

○70（P102から） 

情報把握計装設備可搬型発電機への燃

料の補給は，「9.14 補機駆動用燃料補

給設備」の軽油貯蔵タンクローリから燃

料を補給可能な設計とする。◇3  

○71（P92から） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  

 

 

前処理建屋可搬型情報収集装置は前処

理建屋可搬型発電機から，分離建屋可搬

型情報収集装置は分離建屋可搬型発電機

から，精製建屋可搬型情報収集装置及び

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型情報収集装置はウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型発電機から，高レベ

ル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装

置は高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

発電機から，制御建屋可搬型情報収集装

置及び制御建屋可搬型情報表示装置は制

御建屋可搬型発電機から，第１保管庫・

貯水所可搬型情報収集装置，第２保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置は情報把

握計装設備可搬型発電機から，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置

及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報表示装置は使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電機から

「(3)(ⅱ)(a) 計装設備」の可搬型計測

ユニットを介して給電する設計とする。

□1  

 

 

前処理建屋可搬型情報収集装置は前処

理建屋可搬型発電機から，分離建屋可搬

型情報収集装置は分離建屋可搬型発電機

から，精製建屋可搬型情報収集装置及び

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型情報収集装置はウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型発電機から，高レベ

ル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装

置は高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

発電機から，制御建屋可搬型情報収集装

置及び制御建屋可搬型情報表示装置は制

御建屋可搬型発電機から，第１保管庫・

貯水所可搬型情報収集装置，第２保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置は情報把

握計装設備可搬型発電機から給電する。

◇4  

○72（P92から） 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置並びに使用済燃料受入れ及び

貯蔵建屋可搬型表示装置は，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

から，「6.2.1.4(2)a．(e) 使用済燃料

貯蔵槽の冷却等のための設備に必要な計

装設備」の可搬型計測ユニットを介して

給電する。◇4  

○73（P103から） 

  

  情報把握計装設備のうち，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情

報把握計装設備可搬型発電機は，ＭＯＸ

燃料加工施設と共用する。□1  

 

情報把握計装設備の一部は，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用する。◇4  

○222（P6から） 

情報把握計装設備の一部は，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用する。◇4  

情報把握計装設備のうち，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情

報把握計装設備可搬型発電機は，ＭＯＸ

燃料加工施設と共用する。◇4  

○74（P92から） 

  

  ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，再処

理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における

重大事故等対処に同時に対処することを

考慮し，共用によって重大事故時の対処

に影響を及ぼさない設計とする。□1  

 

共用する第１保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置及び情報把握計装設備可搬

型発電機は，再処理施設及びＭＯＸ燃料

加工施設における重大事故等対処に同時

に対処することを考慮しても，共用によ

って重大事故時の対処に影響を及ぼすこ

とはない。◇4  

○75（P92から） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

計測制御装置，制御室換気設備，制御

室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室環

境測定設備及び制御室放射線計測設備

は，設計基準事故及び重大事故等を考慮

した設計とする。◇4  

⑮（P2へ） 

  

   (１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18（1） 

ａ．多様性，位置的分散」に示す。◇5  

 

  

  

 

 

 

 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる計測制御装置の監視制御盤

は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬

品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対

して代替設備による機能の確保，関連す

る工程の停止等により重大事故等に対処

するための機能を損なわない設計とす

る。□1  

 

１）計測制御装置 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる計測制御装置の監視制御盤

は，地震等により機能が損なわれる場

合，代替設備による機能の確保により機

能を維持する設計とする。また，必要に

応じて関連する工程を停止する等の手順

を整備する。◇4  

 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる計測制御装置の監視制御盤

及び安全系監視制御盤は，地震等により

機能が損なわれる場合，代替設備による

機能の確保，修理の対応等により機能を

維持する設計とする。また，必要に応じ

て関連する工程を停止する等の手順を整

備する。◇4  

○76（P76から） 

  

  

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，計測制御装置の監視制御盤及び安

全系監視制御盤と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤と独立した異なる系統により

当該機能に必要な系統を構成すること

で，独立性を有する設計とする。□1  

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，計測制御装置の監視制御盤及び安

全系監視制御盤と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤と独立した異なる系統により

当該機能に必要な系統を構成すること

で，独立性を有する設計とする。◇4  

 

  

  

 
 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御 

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  建屋可搬型情報表示装置及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

は，情報把握計装設備可搬型発電機及び

「リ．(1)(i)(b)(ﾛ)1) 代替電源設備」

の前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可

搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型発電機及び使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電機から電力を給

電することで，電気設備の設計基準対象

の施設からの給電で動作する監視制御盤

及び安全系監視制御盤に対して多様性を

有する設計とする。□1  

建屋可搬型情報表示装置及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

は，情報把握計装設備可搬型発電機及び

「9.2.2.3 主要設備及び仕様」の前処理

建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電

機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電

機及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設可搬型発電機から電力を給電するこ

とで，電気設備の設計基準対象の施設か

らの給電で動作する計測制御装置の監視

制御盤及び安全系監視制御盤に対して多

様性を有する設計とする。◇4  

  

  情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可

搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水所

可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情

報表示装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報表示装置は，計測制御装

置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と

共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないように，故障時バッ

クアップを含めて必要な数量を計測制御

装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤

が設置される建屋から100m以上の離隔距

離を確保した複数の外部保管エリアに分

散して保管することで，位置的分散を図

る。□1  

情報把握計装設備の前処理建屋可搬

型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収

集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固

化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可

搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所

可搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水

所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型

情報表示装置及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報表示装置は，計測制御

装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないように，故障時バ

ックアップを含めて必要な数量を計測制

御装置の監視制御盤及び安全系監視制御

盤が設置される建屋から100m以上の離隔

距離を確保した複数の外部保管エリアに

分散して保管することで位置的分散を図

る。◇4  

  

  

 
計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤は，安全機能を有する施設と

して使用する場合と同様の系統構成で重

大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。□1  

 

計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤は，安全機能を有する施設と

して使用する場合と同様の系統構成で重

大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。◇4  

○77（P69から） 

  

  情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，他の設備から独立して単独で使用

可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。□1  

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，他の設備から独立して単独で使用

可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。◇4  

○78（P69から） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（35 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   

計測制御装置の監視制御盤は，重大事

故等時におけるパラメータを記録するた

めに必要な保存容量を有する設計とす

る。□1  

 

 

計測制御装置の監視制御盤は，重大事

故等時におけるパラメータを記録するた

めに必要な保存容量を有する設計とす

る。◇4  

○79（P70から） 

  

  情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，収集したパラメータを伝送可能な

容量を有する設計とするとともに，動的

機器の単一故障を考慮した予備を含めた

数量として前処理建屋に対して１系統，

分離建屋に対して１系統，精製建屋に対

して１系統，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋に対して１系統，高レベル廃液

ガラス固化建屋に対して１系統，制御建

屋に対して１系統，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に対して１系統の必要数７系統

に加え，予備を７系統，合計14系統以上

を有する設計とする。□1  

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，収集したパラメータを伝送可能な

容量を有する設計とするとともに，動的

機器の単一故障を考慮した予備を含めた

数量として前処理建屋に対して１系統，

分離建屋に対して１系統，精製建屋に対

して１系統，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋に対して１系統，高レベル廃液

ガラス固化建屋に対して１系統，制御建

屋に対して１系統，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に対して１系統の必要数７系統

に加え，予備を７系統，合計14系統以上

を有する設計とする。◇4  

○80（P71から） 

  

  情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第

１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及

び第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置は，収集したパラメータを伝送可能な

容量を有する設計とする。□1  

情報把握計装設備の前処理建屋可搬

型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収

集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固

化建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

及び第２保管庫・貯水所可搬型情報収集

装置は，収集したパラメータを伝送可能

な容量を有する設計とする。◇4  

○81（P71から） 

  

  

 
情報把握計装設備の制御建屋可搬型情

報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報収集装置は，収集した重

要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータを電磁的に記録及び保存し，電源

喪失により保存した記録が失われないよ

うにするとともに帳票として出力できる

設計とする。また，記録に必要な容量

は，記録が必要な期間に亘って保存でき

る容量を有する設計とする。□1  

 

情報把握計装設備の制御建屋可搬型情

報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報収集装置は，収集した重

要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータを電磁的に記録及び保存し，電源

喪失により保存した記録が失われないよ

うにするとともに帳票として出力できる

設計とする。また，記録に必要な容量

は，記録が必要な期間に亘って保存でき

る容量を有する設計とする。◇4  

○82（P71から） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（36 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

制御建屋可搬型情報収集装置にて収集

した重要監視パラメータ及び重要代替監

視パラメータは，電磁的に記録及び保存

し，電源喪失により保存した記録が失わ

れないようにするとともに帳票として出

力できる。また，記録に必要な容量は，

記録が必要な期間に亘って保存できる容

量を有する。◇4  

○83（P91から） 

中央制御室において情報把握計装設備

が設置されるまでの重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータの監視及び

記録は，実施組織要員が「9.17 通信連

絡設備」の「9.17.2 重大事故等対処施

設」を用いて，所定の頻度（1時間30

分）で中央制御室に情報伝達し，監視す

るとともに記録用紙に記録する。◇4  

○84（P91から） 

使用済燃料受入れ及び貯蔵建屋可搬型

情報収集装置にて収集した重要監視パラ

メータは，電磁的に記録及び保存し，電

源喪失により保存した記録が失われない

ようにするとともに帳票として出力でき

る。また，記録に必要な容量は，記録が

必要な期間に亘って保存できる容量を有

する。◇4        ○63（P101から） 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室において情報把握計装設備が設

置されるまでの重要監視パラメータの監

視及び記録は，実施組織要員が「9.17 

通信連絡設備」の「9.17.2 重大事故等

対処施設」を用いて，所定の頻度（1時

間30分）で使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室に情報伝達し，監視す

るとともに記録用紙に記録する。◇4  

○85（P102から） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（37 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

は，必要なデータ量の伝送及び記録容量

を有する設計とし，保有数は，必要数と

して重大事故等の対処に必要な個数を有

する設計とするとともに，故障時バック

アップを必要数以上確保する。□1  

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

は，必要なデータ量の伝送及び記録容量

を有する設計とし，保有数は，必要数と

して重大事故等の対処に必要な個数を有

する設計とするとともに，故障時のバッ

クアップを必要数以上確保する。◇4  

○86（P72から） 

  

  情報把握計装設備可搬型発電機は，重

大事故等に対処するために必要な電力を

確保するために必要な容量を有する設計

とし，保有数は，必要数として重大事故

等の対処に必要な個数を有する設計とす

るとともに，故障時のバックアップを必

要数以上確保する。□1  

 

情報把握計装設備可搬型発電機は，重

大事故等に対処するために必要な電力を

確保するために必要な容量を有する設計

とし，保有数は，必要数として重大事故

等の対処に必要な個数を有する設計とす

るとともに，故障時のバックアップを必

要数以上確保する。◇4  

○87（P72から） 

  

  ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，再処

理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における

重大事故等対処に同時に対処することを

考慮し，対処に必要となるデータの伝

送，記録容量及び個数を確保すること

で，共用によって重大事故時の対処に影

響を及ぼさない設計とする。□1  

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する情報把

握計装設備の第１保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置及び情報把握計装設備可

搬型発電機は，再処理施設及びＭＯＸ燃

料加工施設における重大事故等対処に同

時に対処することを考慮し，対処に必要

となるデータの伝送，記録容量及び個数

を確保することで，共用によって重大事

故時の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。◇4  

○88（P72から） 

  

  計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる制御建屋又は使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）

等により機能を損なわない設計とする。

□1  

 

計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる制御建屋又は使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）

等により機能を損なわない設計とする。

◇4  

○89（P76から） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（38 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる情報把握計装設備の情報把握計

装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用

無線装置は，「ロ．(7)(ⅱ)(b)(ﾎ) 地震

を要因とする重大事故等に対する施設の

耐震設計」に基づく設計とすることで，

その機能を損なわない設計とする。□1  

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる情報把握計装設備の情報把握計

装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用

無線装置は，1.7.18(5) 地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設計」

に基づく設計とすることでその機能を損

なわない設計とする。◇4  

○90（P76から） 

  

  情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋，制御建屋及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋に設置し，風（台風）等により機

能を損なわない設計とする。□1  

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋，制御建屋及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋に設置し，風（台風）等により機

能を損なわない設計とする。◇4  

○91（P77から） 

  

  情報把握計装設備の建屋間伝送用無線

装置は，風（台風），竜巻，積雪及び火

山の影響に対して，風（台風）及び竜巻

による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物

による積載荷重により機能を損なわない

設計とする。□1  

 

情報把握計装設備の建屋間伝送用無線

装置は，風（台風），竜巻，積雪及び火

山の影響に対して，風（台風）及び竜巻

による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物

による積載荷重により機能を損なわない

設計とする。◇4  

○92（P77から） 

  

  情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，溢水量及び化学薬品

の漏えいを考慮し，影響を受けない位置

への設置，被水防護及び被液防護を講ず

る設計とする。□1  

 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，溢水量及び化学薬品

の漏えいを考慮し，影響を受けない位置

への設置，被水防護及び被液防護を講ず

る設計とする。◇4  

○93（P77から） 

  

  情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる第１

保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所

に保管し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。□1  

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる第１

保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所

に保管し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。◇4  

○94（P77から） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（39 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる情報把握計装設備の前処理建屋

可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情

報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建

屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第１

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第

２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報表示装置，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

及び情報把握計装設備可搬型発電機は，

「ロ．(7)(ⅱ)(b)(ﾎ) 地震を要因とする

重大事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とすることで，その機能を損

なわない設計とする。□1  

 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる情報把握計装設備の前処理建屋

可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情

報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建

屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第１

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第

２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報表示装置，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

及び情報把握計装設備可搬型発電機は，

「1.7.18(5) 地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることでその機能を損なわない設

計とする。◇4  

○95（P78から） 

  

  情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，想定

される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，線量率の

高くなるおそれの少ない場所の選定又は

当該設備の設置場所への遮蔽の設置等に

より当該設備の設置場所で操作可能な設

計とする。□1  

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，想定

される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，線量率の

高くなるおそれの少ない場所の選定又は

当該設備の設置場所への遮蔽の設置等に

より当該設備の設置場所で操作可能な設

計とする。◇4  

○96（P78から） 

  

  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置は，可搬型監視ユニット内に

搭載することで，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋内の環境条件を考慮しても機能を

損なわない設計とする。□1  

 

情報把握計装設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，可

搬型監視ユニット内に搭載することで，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境条

件を考慮しても機能を損なわない設計と

する。◇4  

○97（P79から） 
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別紙１① 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置と情報

把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間

伝送用無線装置との接続，制御建屋可搬

型情報表示装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報表示装置との接続は，

コネクタ方式又はより簡便な接続方式と

し，現場での接続が容易に可能な設計と

する。□1  

 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置と情

報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋

間伝送用無線装置との接続，制御建屋可

搬型情報表示装置，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋可搬型情報表示装置との接続

は，コネクタ方式又はより簡便な接続方

式とし，現場での接続が容易に可能な設

計とする。◇4  

○98（P85から） 

  

  計測制御装置の監視制御盤，安全系監

視制御盤及び情報把握計装設備は，再処

理施設の運転中又は停止中に，模擬入力

による機能，性能確認（表示）及び外観

確認が可能な設計とする。□1  

 

監視制御盤，安全系監視制御盤及び情

報把握計装設備は，再処理施設の運転中

又は停止中に，模擬入力による機能，性

能確認（表示）及び外観確認が可能な設

計とする。◇4  

○99（P108から） 

  

  １） 計測制御装置 

［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 情報把握計装設備 

情報把握計装用設備用屋内伝送系統 

14系統(うち予備７系統)□1  

建屋間伝送用無線装置 

14系統(うち予備７系統)□1  

ⅱ）監視制御盤(「ヘ．(4)(i) 制御室等」

と兼用) １式□1  

ⅲ 安全系監視制御盤(「ヘ．(4)(i) 制

御室等」と兼用) １式□1  

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 情報把握計装設備 

前処理建屋可搬型情報収集装置 

２台(予備として故障時バッ

クアップを１台)□1  

分離建屋可搬型情報収集装置 

２台(予備として故障時バッ

クアップを１台)□1  

精製建屋可搬型情報収集装置 

２台(予備として故障時バッ

クアップを１台)□1  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型情報収集装置 

２台(予備として故障時バッ

クアップを１台)□1  

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

情報収集装置 

２台(予備として故障時バッ

クアップを１台)□1  

制御建屋可搬型情報収集装置 

２台(予備として故障時バッ

クアップを１台)□1  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報収集装置 

２台(予備として故障時バッ

クアップを１台)□1  

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集

装置(ＭＯＸ燃料加工施設と共用) 

２台(予備として故障時バックアップ

を１台)□1  

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集

装置(ＭＯＸ燃料加工施設と共用) 

２台(予備として故障時バッ

クアップを１台)□1  

制御建屋可搬型情報表示装置 

２台(予備として故障時バッ

クアップを１台)□1  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報表示装置 

２台(予備として故障時バッ

クアップを１台)□1  

情報把握計装設備可搬型発電機(ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用) 

５台(予備として故障時バッ

クアップを３台)□1  
 

   

 4.3.1 制御室換気設備 

重大事故等が発生した場合におい

て，制御室換気設備は，制御室にとど

まるために十分な換気風量を確保でき

る設計とする。制換①－1，制数①－1 

 

（b） 制御室換気設備 

重大事故等が発生した場合において，

制御室換気設備は，制御室にとどまるた

めに十分な換気風量を確保できる設計と

する。制換①－1，制数①－1 

 

２）制御室換気設備 

 

 

 

 

中央制御室換気系は，地震時及び地震

後においても，中央制御室の気密性とあ

いまって，設計上の空気の流入率を維持

でき，「2.1 中央制御室及び緊急時対策

所の居住性を確保するための防護措置」

に示す居住性に係る判断基準を満足する

設計とする。 

 

 制御室換気設備は，代替制御建屋中

央制御室換気設備，制御建屋中央制御

室換気設備，代替使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備及び使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備で

構成する。制換①－2 

 

制御室換気設備は，代替制御建屋中央

制御室換気設備，制御建屋中央制御室換

気設備，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備で構成す

る。制換①－2 

 

制御室換気設備は，代替制御建屋中央

制御室換気設備及び制御建屋中央制御室

換気設備で構成する。◇1  

○100（P93から） 

制御室換気設備は，代替使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備及び使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

で構成する。◇1    ○101（P103から） 

  

換気①（P20 から） 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

制御室に要員がとどまるための制御室換気設

備に対する設計方針であることに相違はない

が，許可整合の観点から記載が異なる。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  

代替制御建屋中央制御室換気設備

は，代替中央制御室送風機及び制御建

屋の可搬型ダクトで構成する。制換①

－3 

  

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

代替中央制御室送風機及び制御建屋の可

搬型ダクトで構成する。制換①－3 

○102（P93から） 

  

 制御建屋中央制御室換気設備は，中

央制御室送風機，中央制御室フィルタ

ユニット及び制御建屋の換気ダクトで

構成する。制換①－4 

 制御建屋中央制御室換気設備は，中央

制御室送風機及び制御建屋の換気ダクト

で構成する。制換①－4 

○103（P94から） 

  

 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備は，代替制御室送風機並

びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の可搬型ダクトで構成する。制換

①－5 

 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，代替制御室送風機並びに

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

可搬型ダクトで構成する。制換①－5 

○104（P104から） 

  

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備は，制御室送風機，制御室フ

ィルタユニット並びに使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の換気ダクトで

構成する。制換①－6 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，制御室送風機並びに使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の換気ダク

トで構成する。制換①－6 

○105（P105から） 

  

 制御室換気設備は，制御建屋中央制

御室換気設備及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備を常設重大事

故等対処設備として位置付けるととも

に，代替制御建屋中央制御室換気設備

及び代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

制御室換気設備を可搬型重大事故等対

処設備として設ける設計とする。制換

①－7 

 

制御室換気設備は，制御建屋中央制御

室換気設備及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備を常設重大事故等対

処設備として位置付けるとともに，代替

制御建屋中央制御室換気設備及び代替使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備を可搬型重大事故等対処設備として配

備する。制換①－7 

 

制御室換気設備は，代替制御建屋中央

制御室換気設備を可搬型重大事故等対処

設備として配備するとともに，制御建屋

中央制御室換気設備を常設重大事故等対

処設備として位置付ける。◇1  

○106（P93から） 

制御室換気設備は，代替使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備を可搬型

重大事故等対処設備として配備するとと

もに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備を常設重大事故等対処設備と

して位置付ける。◇1  ○107（P103から） 

中央制御室換気系空気調和機ファン，

中央制御室換気系フィルタ系ファン及び

中央制御室換気系フィルタユニットは，

設計基準事故対処設備であるとともに，

重大事故等時においても使用するため，

重大事故等対処設備としての基本方針に

示す設計方針を適用する。ただし，多様

性及び独立性並びに位置的分散を考慮す

べき対象の設計基準事故対処設備はない

ことから，重大事故等対処設備の基本方

針のうち「5.1.2 多様性，位置的分散

等」に示す設計方針は適用しない。 

 

 代替中央制御室送風機は，重大事故

等発生時において，制御建屋中央制御

室換気設備の中央制御室送風機の機能

喪失後，外気の遮断が長期にわたり，

室内環境が悪化して二酸化炭素濃度等

の許容限界に達する前に制御建屋内に

設置し，中央制御室内の換気が可能な

設計とする。制換①－8 

 代替中央制御室送風機は，重大事故等

発生時において，制御建屋中央制御室換

気設備の中央制御室送風機の機能喪失

後，外気の遮断が長期にわたり，室内環

境が悪化して二酸化炭素濃度等の許容限

界に達する前に制御建屋内に設置し，中

央制御室内の換気が可能な設計とする。

制換①－8      ○108（P93から） 

  

【「等」の解説】 

「二酸化炭素濃度等」とは，制御室

の外気遮断時における室内環境

の悪化の指標としての例示記載で

あることから許可の記載を用いた。

（以下，同様。） 

換気②（P20 から） 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

設備構成の違いによる。（常設の制御室換気

設備を DB/SA 兼用設備とする基本方針に相

違はないが，再処理施設では SA 設備として可

搬型の代替制御室換気設備も設ける） 

その他の設計方針については、再処理施設で

は個別に展開する形で、事業変更許可申請書

の記載表現が異なる。 

【許可からの変更点】 

重大事故等対処設備に係る主要

設備は，地震起因の重大事故等

対処における居住性評価を踏まえ

て設備を抽出していたが，地震に

起因しない重大事故等対処におい

ては DB 時の設備構成での対処と

なるため、設計基準事象における

居住性評価対象設備を考慮した対

象設備に見直し。（以下，同様）。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（43 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 代替制御室送風機は，重大事故等発

生時において，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機

の機能喪失後，外気の遮断が長期にわ

たり，室内環境が悪化して二酸化炭素

濃度等の許容限界に達する前に使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋内に設置し，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室内の換気が可能な設計とする。

制換①－9 

 代替制御室送風機は，重大事故等発生

時において，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備の制御室送風機の機能

喪失後，外気の遮断が長期にわたり，室

内環境が悪化して二酸化炭素濃度等の許

容限界に達する前に使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋内に設置し，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室内の換気が

可能な設計とする。制換①－9 

○109（P104から） 

  

 制御建屋中央制御室換気設備は，重

大事故等の発生の起因となる安全機能

の喪失の要因に応じて対処に有効な設

備を使用することとし，内的事象によ

る安全機能の喪失を要因とした全交流

動力電源の喪失を伴わない重大事故等

の発生時には，設計基準対象の施設の

一部を兼用し，同じ系統構成で重大事

故等対処設備として使用する設計とす

る。制換①－10 

 

 制御建屋中央制御室換気設備は，重大

事故等の発生の起因となる安全機能の喪

失の要因に応じて対処に有効な設備を使

用することとし，内的事象による安全機

能の喪失を要因とした全交流動力電源の

喪失を伴わない重大事故等の発生時に

は，設計基準対象の施設の一部を兼用

し，同じ系統構成で重大事故等対処設備

として使用する設計とする。制換①－

10         ○110（P94から） 

  

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備は，重大事故等の発生の起因

となる安全機能の喪失の要因に応じて

対処に有効な設備を使用することと

し，内的事象による安全機能の喪失を

要因とした全交流動力電源の喪失を伴

わない重大事故等の発生時には，設計

基準対象の施設の一部を兼用し，同じ

系統構成で重大事故等対処設備として

使用する設計とする。制換①－11 

 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，重大事故等の発生の起因とな

る安全機能の喪失の要因に応じて対処に

有効な設備を使用することとし，内的事

象による安全機能の喪失を要因とした全

交流動力電源の喪失を伴わない重大事故

等の発生時には，設計基準対象の施設の

一部を兼用し，同じ系統構成で重大事故

等対処設備として使用する設計とする。

制換①－11 

○111（P105から） 

  

 制御室換気設備は，電気設備の一部

である非常用電源建屋の 6.9kV 非常用主

母線，制御建屋の 6.9kV 非常用母線，制

御建屋の 460V 非常用母線，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋の 6.9kV 非常用母線，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の 460V 非

常用母線及び代替電源設備の制御建屋

可搬型発電機又は使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機により

電力を供給する設計とする。制換①－

12 
 

制御室換気設備は，「リ．(1)(i) 電

気設備」の一部である非常用電源建屋の

6.9kV非常用主母線，制御建屋の6.9kV非

常用母線，制御建屋の460V非常用母線，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の6.9kV非

常用母線，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

の460V非常用母線及び代替電源設備の制

御建屋可搬型発電機又は使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機によ

り電力を供給する設計とする。【制換

①－12】可搬型発電機の運転に必要な

燃料は，補機駆動用燃料補給設備から補

給が可能な設計とする。□2  
 

代替中央制御室送風機は，代替電源設

備の制御建屋可搬型発電機から受電する

設計とする。◇1  

○112（P94から） 

制御建屋可搬型発電機は，補機駆動用

燃料補給設備の軽油用タンクローリから

軽油を補給できる設計とする。また，補

機駆動用燃料補給設備の軽油用タンクロ

ーリは, 補機駆動用燃料補給設備の軽油

貯槽から軽油を補給できる設計とする。

◇3  

○113（P94から） 

 

中央制御室換気系空気調和機ファン及

び中央制御室換気系フィルタ系ファン

は，非常用交流電源設備に加えて，常設

代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

中央制御室換気系空気調和機ファン及

び中央制御室換気系フィルタ系ファン

は，非常用交流電源設備に加えて，常設

代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

制御室換気設備の系統・設備構成の違いによ

る記載の相違。（再処理施設では，常設設備

は非常用電源系，可搬型設備は可搬型発電

機により給電。） 

換気③（P14 から） 

換気④（P18 から） 

【許可からの変更点】 

電気設備である可搬型発電機の

運転に必要な燃料に係る事項につ

いては、電気設備にて展開するた

め、記載しない。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（44 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

代替制御室送風機は，代替電源設備の

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機から受電する設計とする。◇1  

○114（P104から） 

代替制御建屋中央制御室換気設備及び

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備は，代替電源設備から給電可能

な設計とする。◇1  

○232（P121から） 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

可搬型発電機は，補機駆動用燃料補給設

備の軽油用タンクローリから軽油を補給

できる設計とする。また，補機駆動用燃

料補給設備の軽油用タンクローリは, 補

機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽から軽

油を補給できる設計とする。◇3  

○115（P104から） 

  

  設計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等及び補機

駆動用燃料補給設備の一部である軽油貯

槽を常設重大事故等対処設備として設置

する。□2  

   

  

 

 

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である

軽油用タンクローリ，代替電源設備の一

部である制御建屋可搬型発電機並びに使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬

型発電機，代替所内電気設備の一部であ

る制御建屋の可搬型分電盤，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電

盤，制御建屋の可搬型電源ケーブル並び

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の可搬型電源ケーブルを可搬型重大事故

等対処設備として配備する。□2  

 

   

  

 

補機駆動用燃料補給設備については

「リ．(4)(ⅶ) 補機駆動用燃料補給設

備」に，設計基準対象の施設と兼用する

電気設備の一部である受電開閉設備等及

び代替電源設備並びに代替所内電気設備

については「リ．(1)(i) 電気設備」に

示す。□2  

 

   

【許可からの変更点】 

制御室換気設備の駆動用に用い

る〇〇については、電気設備にて

展開するため、制御室では記載し

ない。（以下，同様）。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（45 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  

内的事象を要因として発生した場合

に対処に用いる使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室換気設備は，自然現象，

人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火

災及び内部発生飛散物に対して，代替

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備による機能の確保により重大事

故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。制条①－1 

 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，自然現象，人為事象，溢水，

化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散

物に対して，代替使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室換気設備による機能の確保

により重大事故等に対処するための機能

を損なわない設計とする。制条①－1 
 

 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備は，地震等により機能

が損なわれる場合，代替使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備による機能

の確保により機能を維持する設計とす

る。【制条①－1】また，必要に応じて

関連する工程を停止する等の手順を整備

する。制換①－13 

  

 また，必要に応じて関連する工程を

停止する等の手順を保安規定に定め

て，管理する。制換①－13 

 

  

 制御建屋中央制御室換気設備は，安

全機能を有する施設として使用する場

合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。

制悪①－1 
 

制御建屋中央制御室換気設備は，安全

機能を有する施設として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備とし

て使用することにより，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。制悪①－1 

 

制御建屋中央制御室換気設備は，安全

機能を有する施設として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備とし

て使用することにより，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。◇1  

○116（P69から） 

  

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備は，安全機能を有する施設と

して使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用すること

により，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。制悪①－2 
 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，安全機能を有する施設として

使用する場合と同じ系統構成で重大事故

等対処設備として使用することにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。制悪①－2 
 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，安全機能を有する施設として

使用する場合と同じ系統構成で重大事故

等対処設備として使用することにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。◇1  

○117（P69から） 

  

 制御建屋中央制御室換気設備の中央

制御室送風機は，想定される重大事故

等時に実施組織要員が中央制御室にと

どまるために十分な換気風量を有する

設計とするとともに，動的機器の単一

故障を考慮した予備を含めた数量を有

する設計とする。制換①－14，制数①

－2 
 

制御建屋中央制御室換気設備の中央制

御室送風機は，想定される重大事故等時

に実施組織要員が中央制御室にとどまる

ために十分な換気風量を有する設計とす

るとともに，動的機器の単一故障を考慮

した予備を含めた数量２台以上【□2 】を

有する設計とする。制換①－14，制数

①－2 
 

制御建屋中央制御室換気設備の中央制

御室送風機は，想定される重大事故等時

に実施組織要員が中央制御室にとどまる

ために十分な換気風量を有する設計とす

るとともに，動的機器の単一故障を考慮

した予備を含めた数量２台以上を有する

設計とする。◇1  

○118（P73から） 

  

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備の制御室送風機は，想定され

る重大事故等時に実施組織要員が使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室にとどまるために十分な換気風量

を有する設計とするとともに，動的機

器の単一故障を考慮した予備を含めた

数量を有する設計とする。制換①－

15，制数①－3 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の制御室送風機は，想定される重

大事故等時に実施組織要員が使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にと

どまるために十分な換気風量を有する設

計とするとともに，動的機器の単一故障

を考慮した予備を含めた数量２台以上

【□2 】を有する設計とする。制換①－

15，制数①－3 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の制御室送風機は，想定される重

大事故等時に実施組織要員が使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にと

どまるために十分な換気風量を有する設

計とするとともに，動的機器の単一故障

を考慮した予備を含めた数量２台以上を

有する設計とする。◇1  

○119（P73から） 

  

【許可からの変更点】 

工程停止等の手順の整備は運用対

応であるため，語尾の記載を見直

し。（以下，同様） 

【許可からの変更点】 

MOX 燃料加工施設の重大事故等

対処設備に係る基本設計方針との

記載横並びによる損なわない設計

とする機能の明確化及び記載の適

正化。（以下，同様） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（46 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  

制御建屋中央制御室換気設備は，外

部からの衝撃による損傷を防止できる

制御建屋に設置し，風(台風)等により

重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。制条①－2 
 

 

制御建屋中央制御室換気設備は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる制御

建屋に設置し，風（台風）等により機能

を損なわない設計とする。制条①－2 

 

 

制御建屋中央制御室換気設備は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる制御

建屋に設置し，風（台風）等により機能

を損なわない設計とする。◇1  

○120（P79から） 

  

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋に設置し，風(台風)等により重

大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。制条①－3 
 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

に設置し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。制条①－3 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

に設置し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。◇1  

○121（P79から） 

  

 制御建屋中央制御室換気設備は，配

管の全周破断に対して，放射性物質を

含む腐食性の液体(溶液，有機溶媒等)

を内包する配管が近傍にない制御建屋

の室に敷設することにより，漏えいし

た放射性物質を含む腐食性の液体(溶

液，有機溶媒等)により重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計と

する。制条①－4 
 

制御建屋中央制御室換気設備は，配管

の全周破断に対して，放射性物質を含む

腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）を内

包する配管が近傍にない制御建屋の室に

敷設することにより，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶

媒等）により機能を損なわない設計とす

る。制条①－4 

 

制御建屋中央制御室換気設備は，配管

の全周破断に対して，放射性物質を含む

腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）を内

包する配管が近傍にない制御建屋の室に

敷設することにより，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶

媒等）により機能を損なわない設計とす

る。◇1  

○122（P79から） 

  

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備は，配管の全周破断に対し

て，放射性物質を含む腐食性の液体(溶

液，有機溶媒等)を内包する配管が近傍

にない使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の

室に敷設することにより，漏えいした

放射性物質を含む腐食性の液体(溶液，

有機溶媒等)により重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とす

る。制条①－5 
 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，配管の全周破断に対して，放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）を内包する配管が近傍にない

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の室に敷設

することにより，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）により機能を損なわない設計とす

る。制条①－5 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，配管の全周破断に対して，放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）を内包する配管が近傍にない

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の室に敷設

することにより，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）により機能を損なわない設計とす

る。◇1  

○123（P79から） 

  

  

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，共通要因によっ

て制御建屋中央制御室換気設備の中央制

御室送風機と同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，制御建屋中央制御

室換気設備の中央制御室送風機に給電す

るための設計基準対象の施設と兼用する

電気設備の一部である受電開閉設備等に

対して，代替電源設備の制御建屋可搬型

発電機から電力を供給することで，制御

建屋中央制御室換気設備の中央制御室送

風機に対して多様性を有する設計とす

る。制可機①－1 
 

 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，制御建屋中央制

御室換気設備の中央制御室送風機と共通

要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，制御建屋中央制御

室換気設備の中央制御室送風機に給電す

るための設計基準対象の施設と兼用する

電気設備の一部である受電開閉設備等に

対して，代替電源設備の制御建屋可搬型

発電機から電力を供給することで，制御

建屋中央制御室換気設備の中央制御室送

風機に対して多様性を有する設計とす

る。制可機①－1 
 

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，制御建屋中央制

御室換気設備の中央制御室送風機と共通

要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，制御建屋中央制御

室換気設備の中央制御室送風機に給電す

るための設計基準対象の施設と兼用する

電気設備の一部である受電開閉設備等に

対して，代替電源設備の制御建屋可搬型

発電機から電力を供給することで，制御

建屋中央制御室換気設備の中央制御室送

風機に対して多様性を有する設計とす

る。◇1  
 

  

【「等」の解説】 

「（溶液，有機溶媒等）」とは放射性

物質を含む腐食性の液体の例示と

しての表現であることから許可の

記載を用いた。（以下，同様。） 

【「等」の解説】 

「風（台風）等」とは，建屋により損

傷を防止する自然現象の例示とし

て示した記載であることから許可

の記載を用いた。（以下，同様。） 

【許可からの変更点】 

MOX 燃料加工施設の重大事故等

対処設備に係る基本設計方針との

記載横並びによる「共通要因によ

って」の記載位置の変更。（以下，

同様） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（47 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，共通

要因によって使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備の制御室送風機と同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備の制御室送風機に給電するため

の設計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等に対し

て，代替電源設備の使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機から電力

を供給することで，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機

に対して多様性を有する設計とする。制

可機①－2 

 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

の制御室送風機と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備の制御室送風機に給電するため

の設計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等に対し

て，代替電源設備の使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機から電力

を供給することで，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機

に対して多様性を有する設計とする。

制可機①－2 

 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

の制御室送風機と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備の制御室送風機に給電するため

の設計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等に対し

て，代替電源設備の使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機から電力

を供給することで，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機

に対して多様性を有する設計とする。◇1  

  

 代替制御建屋中央制御室換気設備

は，共通要因によって制御建屋中央制

御室換気設備と同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，制御建屋中

央制御室換気設備とは異なる換気経路

とすることで，制御建屋中央制御室換

気設備に対して独立性を有する設計と

する。制可機①－3 
 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

制御建屋中央制御室換気設備と共通要因

によって同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，制御建屋中央制御室換

気設備とは異なる換気経路とすること

で，制御建屋中央制御室換気設備に対し

て独立性を有する設計とする。制可機

①－3 
 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

制御建屋中央制御室換気設備と共通要因

によって同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，制御建屋中央制御室換

気設備とは異なる換気経路とすること

で，制御建屋中央制御室換気設備に対し

て独立性を有する設計とする。◇1  

 

  

 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備は，共通要因によって使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備と同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備とは異なる換

気経路とすることで，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備に対して

独立性を有する設計とする。制可機①

－4 
 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備とは異なる換気経路とする

ことで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備に対して独立性を有する設

計とする。制可機①－4 

 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備とは異なる換気経路とする

ことで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備に対して独立性を有する設

計とする。◇1  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（48 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 代替制御建屋中央制御室換気設備の

代替中央制御室送風機は，共通要因に

よって制御建屋中央制御室換気設備の

中央制御室送風機と同時にその機能が

損なわれるおそれがないように，故障

時バックアップを含めて必要な数量を

制御建屋中央制御室換気設備の中央制

御室送風機を設置する建屋から100m以

上の離隔距離を確保した外部保管エリ

アに保管するとともに，制御建屋にも

保管することで，必要数及び故障時の

バックアップを複数箇所に分散して保

管し，位置的分散を図る設計とする。

制御建屋内に保管する場合は中央制御

室送風機が設置される場所と異なる場

所に保管することで位置的分散を図る

設計とする。制可保①－1 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，制御建屋中央制

御室換気設備の中央制御室送風機と共通

要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないように，故障時バックア

ップを含めて必要な数量を制御建屋中央

制御室換気設備の中央制御室送風機が設

置される建屋から100ｍ以上の離隔距離

を確保した外部保管エリアに保管すると

ともに，制御建屋にも保管することで，

必要数及び故障時バックアップを複数箇

所に分散して保管し，位置的分散を図

る。制御建屋内に保管する場合は中央制

御室送風機が設置される場所と異なる場

所に保管することで位置的分散を図る。

制可保①－1 

 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，制御建屋中央制

御室換気設備の中央制御室送風機と共通

要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないように，制御建屋中央制

御室換気設備の中央制御室送風機が設置

される建屋から100ｍ以上の離隔距離を

確保した外部保管エリアに保管するとと

もに，制御建屋にも保管することで，必

要数及び故障時バックアップを複数個所

に分散して保管し，位置的分散を図る設

計とする。制御建屋内に保管する場合は

中央制御室送風機が設置される場所と異

なる場所に保管することで位置的分散を

図る。◇1  

 

  

 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備の代替制御室送風機は，

共通要因によって使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風

機と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないように，故障時バックアップ

を含めて必要な数量を使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御室

送風機を設置する建屋から100m以上の

離隔距離を確保した外部保管エリアに

保管するとともに，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋にも保管することで，必

要数及び故障時のバックアップを複数

箇所に分散して保管し，位置的分散を

図る設計とする。使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋内に保管する場合は制御室送

風機が設置される場所と異なる場所に

保管することで位置的分散を図る設計

とする。制可保①－2 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

の制御室送風機と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

うに，故障時バックアップを含めて必要

な数量を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備の制御室送風機が設置され

る建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保

した外部保管エリアに保管するととも

に，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保

管することで，必要数及び故障時バック

アップを複数箇所に分散して保管し，位

置的分散を図る。使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋内に保管する場合は制御室送風機

が設置される場所と異なる場所に保管す

ることで位置的分散を図る。制可保①

－2 

 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

の制御室送風機と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

うに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の制御室送風機が設置される

建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保し

た外部保管エリアに保管するとともに，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保管す

ることで，必要数及び故障時バックアッ

プを複数個所に分散して保管し，位置的

分散を図る設計とする。使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋内に保管する場合は制御室

送風機が設置される場所と異なる場所に

保管することで位置的分散を図る。◇1  

 

  

 制御建屋中央制御室換気設備の中央

制御室送風機は，回転体が飛散するこ

とを防ぐことで他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。制悪①－3 

 

 制御建屋中央制御室換気設備の中央制

御室送風機は，回転体が飛散することを

防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。制悪①－3 

○124（P69から） 

  

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備の制御室送風機は，回転体が

飛散することを防ぐことで他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。制悪

①－4 
 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の制御室送風機は，回転体が飛散

することを防ぐことで他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。制悪①－4 

○125（P69から） 

  

 

【許可からの変更点】 

MOX 燃料加工施設の重大事故等

対処設備に係る基本設計方針との

記載横並びによる表現の見直し。

（以下，同様） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（49 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  

代替制御建屋中央制御室換気設備の

代替中央制御室送風機は，回転体が飛

散することを防ぐことで他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。制悪①

－5 
 

  

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，回転体が飛散す

ることを防ぐことで他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。制悪①－5 

○126（P70から） 

  

 

 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備の代替制御室送風機は，

回転体が飛散することを防ぐことで他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。制悪①－6 

 

 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，回転

体が飛散することを防ぐことで他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。制

悪①－6 

○127（P70から） 

  

 

 代替制御建屋中央制御室換気設備

は，他の設備から独立して単独で使用

可能なことにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。制悪①－7 

 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

他の設備から独立して単独で使用可能な

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。制悪①－7 

 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，他の設備から独

立して単独で使用可能なことにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。◇1  

○128（P70から） 

  

 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備は，他の設備から独立し

て単独で使用可能なことにより，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。制悪①－8 

 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，他の設備から独立して単

独で使用可能なことにより，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。制悪

①－8 

 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，他の

設備から独立して単独で使用可能なこと

により，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。◇1  

○129（P70から） 

  

 代替制御建屋中央制御室換気設備の

代替中央制御室送風機は，想定される

重大事故等時に実施組織要員が中央制

御室にとどまるために十分な換気風量

を確保するために必要な台数を有する

設計とする。制換①－16，制数①－4－

1 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，想定される重大

事故等時に実施組織要員が中央制御室に

とどまるために十分な換気風量を確保す

るために必要な台数を有する設計とする

とともに，保有数は，必要数として２

台，予備として故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップを３台の合

計５台以上を確保する【□3 】。【制換

①－16，制数①－4－1】また，代替制

御建屋中央制御室換気設備の代替中央制

御室送風機は，複数の敷設ルートで対処

できるよう必要数を複数の敷設ルートに

確保するとともに，制御建屋内に保管す

る代替制御建屋中央制御室換気設備の制

御建屋の可搬型ダクトについては，１式

以上の予備を含めた個数を【□3 】必要数

として確保する。制可機①－5，制数①

－4－2 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，想定される重大

事故等時に実施組織要員が中央制御室に

とどまるために十分な換気風量を確保す

るために必要な台数を有する設計とする

とともに，保有数は，必要数として２

台，予備として故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップを３台の合

計５台以上を確保する。また，代替制御

建屋中央制御室換気設備の代替中央制御

室送風機は，複数の敷設ルートで対処で

きるよう必要数を複数の敷設ルートに確

保するとともに，制御建屋内に保管する

代替制御建屋中央制御室換気設備の制御

建屋の可搬型ダクトについては，１式以

上の予備を含めた個数を必要数として確

保する。◇1  

○130（P73から） 

  

また，代替制御建屋中央制御室換気

設備の代替中央制御室送風機は，複数

の敷設ルートで対処できるよう必要数

を複数の敷設ルートに確保するととも

に，制御建屋内に保管する代替制御建

屋中央制御室換気設備の制御建屋の可

搬型ダクトについては，必要数を確保

する設計とする。制可機①－5，制数①

－4－2 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備の代替制御室送風機は，

想定される重大事故等時に実施組織要

員が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室にとどまるために十分な

換気風量を確保するために必要な台数

を有する設計とする。制換①－17，制

数①－5－2 

 

 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，想定

される重大事故等時に実施組織要員が使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室にとどまるために十分な換気風量を

確保するために必要な台数を有する設計

とするとともに，保有数は，必要数とし

て１台，予備として故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップを２台

の合計３台以上を確保する【□3 】。【制

換①－17，制数①－5－1】また，代替使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備の代替制御室送風機は，複数の敷設ル

ートで対処できるよう必要数を複数の敷

設ルートに確保するとともに，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋内に保管する代替使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型ダクトについては，１式以上

の予備を含めた個数を【□3 】必要数とし

て確保する。制可機①－6，制数①－5－

2 

 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，想定

される重大事故等時に実施組織要員が制

御室にとどまるために十分な換気風量を

確保するために必要な台数を有する設計

とするとともに，保有数は，必要数とし

て１台，予備として故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップを２台

の合計３台以上を確保する。また，代替

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備の代替制御室送風機は，複数の敷設

ルートで対処できるよう必要数を複数の

敷設ルートに確保するとともに，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管する代替

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の可搬型ダクトについては，１式以

上の予備を含めた個数を必要数として確

保する。◇1  

○131（P74から） 

  

また，代替使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備の代替制御室送風

機は，複数の敷設ルートで対処できる

よう必要数を複数の敷設ルートに確保

するとともに，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋内に保管する代替使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可

搬型ダクトについては，必要数を確保

する設計とする。制可機①－6，制数①

－5－2 

 代替制御建屋中央制御室換気設備

は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる制御建屋に保管し，風(台風)等

により重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。制条①－6 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

外部からの衝撃による損傷を防止できる

制御建屋に保管し，風（台風等）により

機能を損なわない設計とする。制条①

－6 
 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

外部からの衝撃による損傷を防止できる

制御建屋に保管し，風（台風等）により

機能を損なわない設計とする。◇1  

○132（P79から） 

  

 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に保管し，風(台風)等に

より重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。制条①－7 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋に保管し，風（台風等）により機能

を損なわない設計とする。制条①－7 

 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋に保管し，風（台風等）により機能

を損なわない設計とする。◇1  

○133（P80から） 

  

 地震を要因として発生した場合に対

処に用いる代替制御建屋中央制御室換

気設備は，「第1章 共通事項」の「3. 

自然現象」の「3.1 地震による損傷の

防止」に基づく設計とすることで，重

大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。制条①－8 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替制御建屋中央制御室換気設

備は，「ロ．(7)(ⅱ)(b)(ﾎ) 地震を要因

とする重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることで，その機

能を損なわない設計とする。制条①－8 
 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替制御建屋中央制御室換気設

備は，1.7.18（５） 地震を要因とする

重大事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とすることでその機能を損な

わない設計とする。◇1  

○134（P80から） 

  

 地震を要因として発生した場合に対

処に用いる代替使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室換気設備は，「第1章 共

通事項」の「3. 自然現象」の「3.1 地

震による損傷の防止」に基づく設計と

することで，重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。制

条①－9 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備は，「ロ．(7)(ⅱ)(b) 

(ﾎ) 地震を要因とする重大事故等に対す

る施設の耐震設計」に基づく設計とする

ことで，その機能を損なわない設計とす

る。制条①－9 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備は，「1.7.18（５） 

地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とすること

でその機能を損なわない設計とする。◇1  

○135（P80から） 

  

【許可からの変更点】 

「風（台風等）」は、建屋によって損

傷を防止する際に考慮する自然現

象を例示する記載であるが、記載

のばらつきがあるため、設工認に

おいては、「風（台風）等」に統一す

る。（以下，同様。） 
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代替制御建屋中央制御室換気設備

は，内部発生飛散物の影響を考慮し，

制御建屋の内部発生飛散物の影響を受

けない場所に保管することにより，重

大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。制条①－10 
 

 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

内部発生飛散物の影響を考慮し，制御建

屋の内部発生飛散物の影響を受けない場

所に保管することにより，機能を損なわ

ない設計とする。制条①－10 

 

 

代替中央制御室換気設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管

することにより，機能を損なわない設計

とする。◇1  

○136（P80から） 

  

 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備は，内部発生飛散物の影

響を考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋の内部発生飛散物の影響を受けな

い場所に保管することにより，重大事

故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。制条①－11 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，内部発生飛散物の影響を

考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の

内部発生飛散物の影響を受けない場所に

保管することにより，機能を損なわない

設計とする。制条①－11 

 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，内部発生飛散物の影響を

考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の

内部発生飛散物の影響を受けない場所に

保管することにより，機能を損なわない

設計とする。◇1  

○137（P80から） 

  

 代替制御建屋中央制御室換気設備

は，配管の全周破断に対して，漏えい

した放射性物質を含む腐食性の液体

（溶液，有機溶媒等）の影響を受けな

い位置に保管することにより，重大事

故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。制条①－12 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

配管の全周破断に対して，漏えいした放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）の影響を受けない位置に保管

することにより，機能を損なわない設計

とする。制条①－12 

 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

配管の全周破断に対して，漏えいした放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）の影響を受けない位置に保管

することにより，機能を損なわない設計

とする。◇1  

○138（P80から） 

  

 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備は，配管の全周破断に対

して，漏えいした放射性物質を含む腐

食性の液体(溶液，有機溶媒等)の影響

を受けない位置に保管することによ

り，重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。制条①－13 
 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，配管の全周破断に対し

て，漏えいした放射性物質を含む腐食性

の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受

けない位置に保管することにより，機能

を損なわない設計とする。制条①－13 

 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，配管の全周破断に対し

て，漏えいした放射性物質を含む腐食性

の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受

けない位置に保管することにより，機能

を損なわない設計とする。◇1  

○139（P80から） 

  

 制御建屋中央制御室換気設備は，通

常時において，重大事故等への対処に

必要な機能を確認するため，外観点

検，性能確認，分解点検が可能な設計

とする。制試①－1 

制御建屋中央制御室換気設備は，再処

理施設の運転中又は停止中に外観点検，

性能確認，分解点検が可能な設計とす

る。制試①－1 

 

制御建屋中央制御室換気設備は，再処

理施設の運転中又は停止中に外観点検，

性能確認，分解点検が可能な設計とす

る。◇1  

○140（P108から） 

  

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備は，通常時において，重大事

故等への対処に必要な機能を確認する

ため，外観点検，性能確認，分解点検

が可能な設計とする。制試①－2 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，再処理施設の運転中又は停止

中に外観点検，性能確認，分解点検が可

能な設計とする。制試①－2 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，再処理施設の運転中又は停止

中に外観点検，性能確認，分解点検が可

能な設計とする。◇1  

○141（P108から） 

  

 代替制御建屋中央制御室換気設備は，

通常時において，重大事故等への対処に

必要な機能を確認するため，外観点検，

分解点検が可能な設計とする。【制試①

－3】また，当該機能を健全に維持する

ため，保修等が可能な設計とする。制試

①－4 

 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

再処理施設の運転中又は停止中に独立し

て外観点検，分解点検が可能な設計とす

る。制試①－3 

 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

再処理施設の運転中又は停止中に独立し

て外観点検，分解点検が可能な設計とす

る。◇1  

○142（P108から） 

  

 代替制御建屋中央制御室換気設備は，

外観の確認が可能な設計とする。制試

①－4 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

外観の確認が可能な設計とする。◇1  

○143（P109から） 

  

【許可からの変更点】 

MOX 燃料加工施設の重大事故等

対処設備に係る基本設計方針との

記載横並びによる試験・検査、保

守・修理に係る記載の見直し。（以

下，同様） 
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代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備は，通常時において，重

大事故等への対処に必要な機能を確認

するため，外観点検，分解点検が可能

な設計とする。【制試①－5】また，当

該機能を健全に維持するため，保修等

が可能な設計とする。制試①－6 

 

 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，再処理施設の運転中又は

停止中に独立して外観点検，分解点検が

可能な設計とする。制試①－5 

 

 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，再処理施設の運転中又は

停止中に独立して外観点検，分解点検が

可能な設計とする。◇1  

○144（P109から） 

  

 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，外観の確認が可能な設計

とする。制試①－6 

 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，外観の確認が可能な設計

とする。◇1  

○145（P109から） 

  

  ［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 制御建屋中央制御室換気設備 

中央制御室送風機(「ヘ．(4)(i)制

御室等」と兼用) 

２台(うち予備１台)□3  

制御建屋の換気ダクト(「ヘ．

(4)(i)制御室等」と兼用) 

１系統□3  

ⅱ） 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備制御室送風機(「ヘ．(4)(i)制

御室等」と兼用) 

２台(うち予備１台)□3  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の換

気ダクト(「ヘ．(4)(i)制御室等」と兼

用) １系統□3  

ⅲ） 計測制御装置 

制御建屋安全系監視制御盤(「ヘ．

(4)(i)制御室等」と兼用)１式□1  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋安全

系監視制御盤(「ヘ．(4)(i)制御室等」

と兼用) １式□1  

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 代替制御建屋中央制御室換気設備 

代替中央制御室送風機  

５台(予備として故障時及び待機

除外時のバックアップを３台)□3  

制御建屋の可搬型ダクト 

300m/式(予備として故障時バック

アップを1式)□3  

ⅱ） 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備 

代替制御室送風機 

３台(予備として故障時及び待機

除外時のバックアップを２台)□3  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の可搬型ダクト 

約300m/式(予備として故障時バッ

クアップを１式)□3  
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 4.3.2 制御室照明設備 

重大事故等が発生した場合におい

て，制御室照明設備は，制御室にとど

まるために必要な照明を確保できる設

計とする。制照①－1 
 

（c） 制御室照明設備 

重大事故等が発生した場合において，

制御室照明設備は，制御室にとどまるた

めに必要な照明を確保できる設計とす

る。制照①－1 
 

３）制御室照明設備 

 

  

 制御室照明設備は，中央制御室代替

照明設備並びに使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備

で構成する。制照①－2－1，2－2 

 

制御室照明設備は，中央制御室照明設

備，中央制御室代替照明設備，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照

明設備並びに使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室代替照明設備で構成

する。制照①－2－1，2－2 

 

制御室照明設備は，中央制御室代替照

明設備で構成する。制照①－2－1 

○146（P95から） 

制御室照明設備は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設

備で構成する。制照①－2－2 

○147（P106から） 

  

 中央制御室代替照明設備は，可搬型

代替照明を可搬型重大事故等対処設備

として設ける設計とする。制照①－3 

 

中央制御室代替照明設備は，可搬型代

替照明を可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。制照①－3 

 

中央制御室代替照明設備は，可搬型代

替照明を可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。◇1  

○148（P95から） 

  

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備は，可搬型代

替照明を可搬型重大事故等対処設備と

して設ける設計とする。制照①－4 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，可搬型代替照

明を可搬型重大事故等対処設備として配

備する。制照①－4 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，可搬型代替照

明を可搬型重大事故等対処設備として配

備する。◇1  

○149（P106から） 

  

 なお，可搬型代替照明の設置までの

間，実施組織要員が操作，作業及び監

視を適切に実施できるよう，可搬型照

明を配備することを保安規定に定め

て，管理する。制照①－5 

 

なお，可搬型代替照明の設置までの

間，実施組織要員は，ＬＥＤハンドライ

ト及びＬＥＤヘッドライトを用いて操

作，作業及び監視を適切に実施できる設

計とする。制照①－5 

 

   

 可搬型照明設備は，全交流電源喪失

時においても内蔵する蓄電池から給電

が可能な設計とする。制照①－6,7 

 可搬型代替照明は，蓄電池を内蔵して

おり，かつ，蓄電池を適宜交換すること

で全交流動力電源喪失発生から外部から

の支援が期待できるまでの７日間に必要

な照明の確保が可能な設計とする。制照

①－6 

○150（P95から） 

可搬型照明（ＳＡ）及びブローアウト

パネル閉止装置は，全交流動力電源喪失

時においても常設代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とする。 

 

可搬型照明（ＳＡ）及びブローアウト

パネル閉止装置は，全交流動力電源喪失

時においても常設代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とする。 

 

 

   可搬型代替照明は，蓄電池を内蔵して

おり，かつ，蓄電池を適宜交換すること

で全交流動力電源喪失発生から外部から

の支援が期待できるまでの７日間に必要

な照明の確保が可能な設計とする。制照

①－7 

○151（P106から） 

 

【許可からの変更点】 

可搬型代替照明の設置までの間

に使用する LED ハンドライト及び

LED ヘッドライトは資機材であり，

運用対応であることから，語尾の

記載を見直し。 
併せて、MOX 燃料加工施設の基

本設計方針との記載横並びによる

見直し。（「LED ハンドライト及び

LED ヘッドライト」→「可搬型照

明」） 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

可搬型（代替）照明の給電法方法の違いによる

記載の相違。（再処理施設では，内蔵の蓄電

池から給電。） 
また、運用である蓄電池交換による照明の確

保は説明書にて展開することから、設計方針

に係る給電方式の記載に見直した。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書本文に記載

の制御室照明設備は，設計基準

事故対処設備及び重大事故等対

処設備における設備構成を示して

いるため，本項においては，重大

事故等対処設備に係る制御室照

明設備の記載に見直した。 

照明②（P18 から） 

照明①（P14 から） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  

中央制御室代替照明設備は，共通要

因によって中央制御室照明設備の運転

保安灯及び直流非常灯と同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，中

央制御室照明設備の運転保安灯及び直

流非常灯に給電するための設計基準対

象の施設と兼用する電気設備の一部で

ある受電開閉設備等に対して，中央制

御室代替照明設備に内蔵した蓄電池か

ら電力を供給することで，中央制御室

照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

に対して多様性を有する設計とする。

制可機①－7 

 

中央制御室代替照明設備は，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，中央制御室

照明設備の運転保安灯及び直流非常灯に

給電するための設計基準対象の施設と兼

用する電気設備の一部である受電開閉設

備等に対して，中央制御室代替照明設備

に内蔵した蓄電池から電力を供給するこ

とで，中央制御室照明設備の運転保安灯

及び直流非常灯に対して多様性を有する

設計とする。制可機①－7 

 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室代替照明設備は，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，中央制御室

照明設備の運転保安灯及び直流非常灯に

給電するための設計基準対象の施設と兼

用する電気設備の一部である受電開閉設

備等に対して，中央制御室代替照明設備

に内蔵されている蓄電池から電力を供給

することで，中央制御室照明設備の運転

保安灯及び直流非常灯に対して多様性を

有する設計とする。◇1  

 

 

 

 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備は，共通要因

によって使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室照明設備の運転保安

灯及び直流非常灯と同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常

灯に給電するための設計基準対象の施

設と兼用する電気設備の一部である受

電開閉設備等に対して，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替

照明設備に内蔵した蓄電池から電力を

供給することで，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の

運転保安灯及び直流非常灯に対して多

様性を有する設計とする。制可機①－8 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設

備の運転保安灯及び直流非常灯と共通要

因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運

転保安灯及び直流非常灯に給電するため

の設計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等に対し

て，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備に内蔵した蓄電

池から電力を供給することで，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照

明設備の運転保安灯及び直流非常灯に対

して多様性を有する設計とする。制可

機①－8 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設

備の運転保安灯及び直流非常灯と共通要

因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運

転保安灯及び直流非常灯に給電するため

の設計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等に対し

て，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備に内蔵されてい

る蓄電池から電力を供給することで，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室照明設備の運転保安灯及び直流非常

灯に対して多様性を有する設計とする。

◇1  

  

 中央制御室代替照明設備は，共通要

因によって中央制御室照明設備の運転

保安灯及び直流非常灯と同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，中

央制御室代替照明設備のみで使用可能

とすることで，中央制御室照明設備の

運転保安灯及び直流非常灯に対して独

立性を有する設計とする。制可機①－9 

中央制御室代替照明設備は，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，中央制御室

代替照明設備のみで使用可能とすること

で，中央制御室照明設備の運転保安灯及

び直流非常灯に対して独立性を有する設

計とする。制可機①－9 

中央制御室代替照明設備は，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，中央制御室

代替照明設備のみで使用可能とすること

で，中央制御室照明設備の運転保安灯及

び直流非常灯に対して独立性を有する設

計とする。◇1  

  

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備は，共通要因

によって使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室照明設備の運転保安

灯及び直流非常灯と同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室代替照明設備のみで使用可能とする 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設

備の運転保安灯及び直流非常灯と共通要

因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備

のみで使用可能とすることで，使用済燃 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設

備の運転保安灯及び直流非常灯と共通要

因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備

のみで使用可能とすることで，使用済燃 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 ことで，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室照明設備の運転保安

灯及び直流非常灯に対して独立性を有

する設計とする。制可機①－10 

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照

明設備の運転保安灯及び直流非常灯に対

して独立性を有する設計とする。制可

機①－10 

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照

明設備の運転保安灯及び直流非常灯に対

して独立性を有する設計とする。◇1  

 

  

 中央制御室代替照明設備は，共通要

因によって中央制御室照明設備の運転

保安灯及び直流非常灯と同時にその機

能が損なわれるおそれがないように，

故障時のバックアップを含めて必要な

数量を中央制御室照明設備の運転保安

灯及び直流非常灯を設置する建屋から

100m以上の離隔距離を確保した外部保

管エリアに保管するとともに，制御建

屋内にも保管することで，必要数及び

故障時のバックアップを複数箇所に分

散して保管し，位置的分散を図る設計

とする。制御建屋内に保管する場合は

運転保安灯及び直流非常灯が設置され

る場所と異なる場所に保管することで

位置的分散を図る設計とする。制可保

①－3 

中央制御室代替照明設備は，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないように，故障時バ

ックアップを含めて必要な数量を中央制

御室照明設備の運転保安灯及び直流非常

灯が設置される建屋から100ｍ以上の離

隔距離を確保した外部保管エリアに保管

するとともに，制御建屋内にも保管する

ことで，必要数及び故障時バックアップ

を複数箇所に分散して保管し，位置的分

散を図る。制御建屋内に保管する場合は

運転保安灯及び直流非常灯が設置される

場所と異なる場所に保管することで位置

的分散を図る。制可保①－3 

 

中央制御室代替照明設備は，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないように，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

が設置される建屋から100ｍ以上の離隔

距離を確保した外部保管エリアに保管す

るとともに，制御建屋にも保管すること

で，必要数及び故障時バックアップを複

数個所に分散して保管し，位置的分散を

図る設計とする。制御建屋内に保管する

場合は中央制御室照明設備の運転保安灯

及び直流非常灯が設置される場所と異な

る場所に保管することで位置的分散を図

る。◇1  

 

  

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備は，共通要因

によって使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

内の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室照明設備の運転保安灯及

び直流非常灯と同時にその機能が損な

われるおそれがないように，故障時の

バックアップを含めて必要な数量を使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常

灯を設置する建屋から100m以上の離隔

距離を確保した外部保管エリアに保管

するとともに，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋にも保管することで，必要数及

び故障時のバックアップを複数箇所に

分散して保管し，位置的分散を図る設

計とする。使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋内に保管する場合は運転保安灯及び

直流非常灯が設置される場所と異なる

場所に保管することで位置的分散を図

る設計とする。制可保①－4 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋内の使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運

転保安灯及び直流非常灯と共通要因によ

って同時にその機能が損なわれるおそれ

がないように，故障時バックアップを含

めて必要な数量を使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋内の使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室照明設備の運転保安灯

及び直流非常灯が設置される建屋から

100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保

管エリアに保管するとともに，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋にも保管すること

で，必要数及び故障時バックアップを複

数箇所に分散して保管し，位置的分散を

図る。使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に

保管する場合は運転保安灯及び直流非常

灯が設置される場所と異なる場所に保管

することで位置的分散を図る。制可保

①－4 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋内の使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運

転保安灯及び直流非常灯と共通要因によ

って同時にその機能が損なわれるおそれ

がないように，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋内の使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室照明設備の運転保安灯及

び直流非常灯が設置される建屋から100

ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エ

リアに保管するとともに，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋にも保管することで，必

要数及び故障時バックアップを複数個所

に分散して保管し，位置的分散を図る設

計とする。使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

内に保管する場合は制御室照明設備の運

転保安灯及び直流非常灯が設置される場

所と異なる場所に保管することで位置的

分散を図る。◇1  
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中央制御室代替照明設備の可搬型代

替照明は，想定される重大事故等時に

実施組織要員が中央制御室で操作可能

な照明を確保するために必要な台数を

有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として76台，予備として故

障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップを86台の合計162台以上を

確保する設計とする。制数①－6－1,6

－2 

 

 

中央制御室代替照明設備の可搬型代替

照明は，想定される重大事故等時に実施

組織要員が中央制御室で操作可能な照明

を確保するために必要な台数を有する設

計とするとともに，保有数は，必要数と

して76台，予備として故障時及び保守点

検による待機除外時のバックアップを86

台の合計162台以上を確保する。制数①

－6－1 

可搬型代替照明 162台(予備として

故障時及び待機除外時のバックアップを

86台)制数①－6－2 

⑧（P58から） 

 

中央制御室代替照明設備は，想定され

る重大事故等時に実施組織要員が中央制

御室で操作可能な照明を確保するために

必要な台数を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数として76 台，予

備として故障時及び保守点検による待機

除外時のバックアップを86台の合計162 

台以上を確保する。◇1  

○152（P74から） 

 

 

 

全交流動力電源喪失時においても，出

入管理区画は必要な照明を制御室照明設

備を用いて確保する設計とする。◇2  

○153（P86から） 

 

重大事故等時に，中央制御室内及び中央

制御室待避室内での操作並びに身体サー

ベイ，作業服の着替え等に必要な照度の

確保は，可搬型照明（ＳＡ）（個数 7

（予備 2））によりできる設計とする。 

 

中央制御室内及び中央制御室待避室内と

身体サーベイ，作業服の着替え等を行う

ための区画の照明は，計測制御系統施設

の可搬型照明（ＳＡ）を使用する。 

 

 

 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備の可搬型代替

照明は，想定される重大事故等時に実

施組織要員が使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室で操作可能な照

明を確保するために必要な台数を有す

る設計とするとともに，保有数は，必

要数として17台，予備として故障時及

び保守点検による待機除外時のバック

アップを19台の合計36台以上確保する

設計とする。制数①－7－1,7－2 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備の可搬型代替照明

は，想定される重大事故等時に実施組織

要員が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室で操作可能な照明を確保す

るために必要な台数を有する設計とする

とともに，保有数は，必要数として17

台，予備として故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップを19台の合

計36台以上を確保する。制数①－7－1 

 

可搬型代替照明 36台(予備として故

障時及び待機除外時のバックアップを19

台)制数①－7－2 

⑨（P58から） 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，想定される重

大事故等時に実施組織要員が使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室で操

作可能な照明を確保するために必要な台

数を有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として17 台，予備として故

障時及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップを19 台の合計36 台以上を確

保する。◇1  

○154（P74から） 

 

 

 

全交流動力電源喪失時においても,出

入管理区画は必要な照明を制御室照明設

備を用いて確保する設計とする。◇2  

○155（P98から） 

  

 中央制御室代替照明設備は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる制御

建屋に保管し，風(台風)等により重大

事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。制条①－14 
 

中央制御室代替照明設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる制御建屋

に保管し，風（台風等）により機能を損

なわない設計とする。制条①－14 

 

中央制御室代替照明設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる制御建屋

に保管し，風（台風等）により機能を損

なわない設計とする。◇1  

○156（P81から） 

  

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋に保管し，風(台

風)等により重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。制条

①－15 
 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風等）

により機能を損なわない設計とする。

制条①－15 
 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風等）

により機能を損なわない設計とする。◇1  

○157（P81から） 

  

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

設備の名称設定・使用場所の違いによる記載

の相違 

照明④（P18 から） 

照明③（P15 から） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（57 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる中央制御室代替照明設備

は，「第1章 共通事項」の「3. 自然現

象」の「3.1 地震による損傷の防止」

に基づく設計とすることで，その機能

を損なわない設計とする。制条①－16 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室代替照明設備は，

「ロ．(7)(ⅱ)(b)(ﾎ) 地震を要因とする

重大事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とすることで，その機能を損

なわない設計とする。制条①－16 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室代替照明設備は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。◇1  

○158（P81から） 

  

 地震を要因として発生した場合に対

処に用いる使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，

「第1章 共通事項」の「3. 自然現象」

の「3.1 地震による損傷の防止」に基

づく設計とすることで，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計

とする。制条①－17 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室代替照明設備は，「ロ．

(7)(ⅱ)(b)(ﾎ) 地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく

設計とすることで，その機能を損なわな

い設計とする。制条①－17 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室代替照明設備は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。◇1  

○159（P81から） 

  

 中央制御室代替照明設備は，内部発

生飛散物の影響を考慮し，制御建屋の

内部発生飛散物の影響を受けない場所

に保管することにより，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計

とする。制条①－18 

 

中央制御室代替照明設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管

することにより，機能を損なわない設計

とする。制条①－18 

 

中央制御室代替照明設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管

することにより，機能を損なわない設計

とする。◇1  

○160（P81から） 

  

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋の内部発生飛散物の影

響を受けない場所に保管することによ

り，重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。制条①－19 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，内部発生飛散

物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。制条①－19 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，内部発生飛散

物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。◇1  

○161（P81から） 

  

 中央制御室代替照明設備は，配管の

全周破断に対して，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体(溶液，有機溶

媒等)の影響を受けない位置に保管する

ことにより，重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。制

条①－20 

 

中央制御室代替照明設備は，配管の全

周破断に対して，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。制条①－20 

 

中央制御室代替照明設備は，配管の全

周破断に対して，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。◇1  

○162（P81から） 

  

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備は，配管の全

周破断に対して，漏えいした放射性物

質を含む腐食性の液体(溶液，有機溶媒

等)の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。制条

①－21 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，配管の全周破

断に対して，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の

影響を受けない位置に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。制

条①－21 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，配管の全周破

断に対して，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の

影響を受けない位置に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。◇1  

○163（P82から） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（58 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  

中央制御室代替照明設備は，通常時

において，重大事故等への対処に必要

な機能を確認するため，外観点検，分

解点検が可能な設計とする。【制試①

－7】また，当該機能を健全に維持する

ため，保修等が可能な設計とする。制

試①－8 

 

 

中央制御室代替照明設備は，再処理施

設の運転中又は停止中に独立して外観点

検，分解点検が可能な設計とする。制

試①－7 

 

 

中央制御室代替照明設備は，再処理施

設の運転中又は停止中に独立して外観点

検，分解点検が可能な設計とする。◇1  

○164（P109 から） 

  

 中央制御室代替照明設備は，外観の確

認が可能な設計とする。制試①－8 

 

中央制御室代替照明設備は，外観の確

認が可能な設計とする。◇1  

○165（P109から） 

  

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備は，通常時に

おいて，重大事故等への対処に必要な

機能を確認するため，外観点検，分解

点検が可能な設計とする。【制試①－

9】また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。制試

①－10 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，再処理施設の

運転中又は停止中に独立して外観点検，

分解点検が可能な設計とする。制試①

－9 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，再処理施設の

運転中又は停止中に独立して外観点検，

分解点検が可能な設計とする。◇1  

○166（P109から） 

  

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，外観の確認が

可能な設計とする。制試①－10 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室代替照明設備は，外観の確認が可

能な設計とする。◇1  

○167（P109から） 

  

  ［可搬型重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 中央制御室代替照明設備 

可搬型代替照明 162台(予備として

故障時及び待機除外時のバックアップを

86台)制数①－6－2 

⑧（P56へ） 

ⅱ） 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備 

可搬型代替照明 36台(予備として故

障時及び待機除外時のバックアップを19

台)制数①－7－2 

⑨（P56へ） 

   

 4.3.3 制御室遮蔽設備 

重大事故等が発生した場合におい

て，制御室遮蔽設備は，制御室にとど

まる実施組織要員が過度の被ばくをう

けないよう，十分な壁厚さを有する設

計とする。制遮①－1 

 

（d） 制御室遮蔽設備 

重大事故等が発生した場合において，

制御室遮蔽設備は，制御室にとどまる実

施組織要員が過度の被ばくをうけないよ

う，十分な壁厚さを有する設計とする。

制遮①－1 

 

  

中央制御室遮蔽，中央制御室遮蔽（待

避室），緊急時対策所遮蔽及び二次遮蔽

は，「2.1 中央制御室及び緊急時対策所

の居住性を確保するための防護措置」に

示す居住性に係る判断基準を満足する設

計とする。 

 

 

 制御室遮蔽設備は，中央制御室の中

央制御室遮蔽並びに使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の制御室

遮蔽で構成する。制遮①－2 

 

制御室遮蔽設備は，中央制御室の中央

制御室遮蔽並びに使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の制御室遮蔽で

構成する。制遮①－2 

 

制御室遮蔽設備は，中央制御室遮蔽

で構成する。◇1  

○168（P96から） 

制御室遮蔽設備は，制御室遮蔽で構成

する。◇1  

○169（P106から） 

 

 

 

 

 

 （双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

制御室に要員がとどまるための制御室遮蔽設

備に対する設計方針であることに相違はない

が，許可整合の観点から記載が異なる。 

遮蔽①（P22 から） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（59 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  

制御室遮蔽設備は，常設重大事故等

対処設備として位置付け，中央制御室

遮蔽及び制御室遮蔽で構成する。制遮

①－3 

 

 

制御室遮蔽設備は，中央制御室遮蔽及

び制御室遮蔽を常設重大事故等対処設備

として位置付ける。制遮①－3 

 

 

中央制御室遮蔽は，中央制御室遮蔽を

常設重大事故等対処設備として位置付け

る。◇1  

○170（P96から） 

制御室遮蔽は，制御室遮蔽を常設重大

事故等対処設備として位置付ける。◇1  

○171（P106から） 

 

中央制御室遮蔽は，設計基準事故対処

設備であるとともに，重大事故等時にお

いても使用するため，重大事故等対処設

備としての基本方針に示す設計方針を適

用する。ただし，多様性及び独立性並び

に位置的分散を考慮すべき対象の設計基

準事故対処設備はないことから，重大事

故等対処設備の基本方針のうち「5.1.2 

多様性，位置的分散等」に示す設計方針

は適用しない。 

 

 中央制御室遮蔽は，重大事故等が発

生した場合において，代替制御建屋中

央制御室換気設備若しくは制御建屋中

央制御室換気設備の機能とあいまって

中央制御室にとどまる実施組織要員及

びMOX燃料加工施設から中央制御室に移

動する要員の実効線量が7日間で100mSv

を超えない設計とする。制遮①－4 
 

 中央制御室遮蔽は，重大事故等が発生

した場合において，代替制御建屋中央制

御室換気設備若しくは制御建屋中央制御

室換気設備の機能とあいまって中央制御

室にとどまる実施組織要員及びＭＯＸ燃

料加工施設から中央制御室に移動する要

員の実効線量が７日間で100ｍＳｖを超

えない設計とする。制遮①－4 

○172（P96から） 

  

 制御室遮蔽は，重大事故等が発生し

た場合において，代替使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備若しくは

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の機能とあいまって使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋制御室にとどまる実

施組織要員の実効線量が7日間で100mSv

を超えない設計とする。制遮①－5 

 

 制御室遮蔽は，重大事故等が発生した

場合において，代替使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備若しくは使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の

機能とあいまって使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室にとどまる実施組織要員の

実効線量が７日間で100ｍＳｖを超えな

い設計とする。制遮①－5 

○173（P106から） 

  

 中央制御室遮蔽は，安全機能を有す

る施設として使用する場合と同じ系統

構成で重大事故等対処設備として使用

することにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。制悪①－9 

 

中央制御室遮蔽は，安全機能を有する

施設として使用する場合と同じ系統構成

で重大事故等対処設備として使用するこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。制悪①－9 

 

中央制御室遮蔽は，安全機能を有する

施設として使用する場合と同じ系統構成

で重大事故等対処設備として使用するこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。◇1  

○174（P70から） 

  

 制御室遮蔽は，安全機能を有する施

設として使用する場合と同じ系統構成

で重大事故等対処設備として使用する

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。制悪①－10 

 

制御室遮蔽は，安全機能を有する施設

として使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。制悪①－10 

 

制御室遮蔽は，安全機能を有する施設

として使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。◇1  

○175（P70から） 

  

 地震を要因として発生した場合に対

処に用いる中央制御室遮蔽は，「第1章 

共通事項」の「3. 自然現象」の「3.1 

地震による損傷の防止」に基づく設計

とすることで，重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。

制条①－22 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室遮蔽は，「ロ．(7) 

(ⅱ)(b)(ﾎ) 地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることで，その機能を損なわない

設計とする。制条①－22 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室遮蔽は，「1.7.18 

(5) 地震を要因とする重大事故等に対す

る施設の耐震設計」に基づく設計とする

ことでその機能を損なわない設計とす

る。◇1  

○176（P82から） 

  

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

制御室遮蔽設備を DB/SA 兼用設備として使

用する基本方針に違いはない。 

その他の設計方針については、再処理施設で

は個別に展開する形で、事業変更許可申請書

の記載表現が異なる。 

遮蔽②（P22 から） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（60 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる制御室遮蔽は，「第1章 共

通事項」の「3. 自然現象」の「3.1 地

震による損傷の防止」に基づく設計と

することで，重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。制

条①－23 
 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる制御室遮蔽は，「ロ．(7)(ⅱ) 

(b)(ﾎ) 地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計」に基づく設計と

することで，その機能を損なわない設計

とする。制条①－23 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる制御室遮蔽は，「1.7.18(5) 地

震を要因とする重大事故等に対する施設

の耐震設計」に基づく設計とすることで

その機能を損なわない設計とする。◇1  

○177（P82から） 

  

 中央制御室遮蔽は，通常時におい

て，重大事故等への対処に必要な機能

を確認するため，外観点検が可能な設

計とする。制試①－11，12 

 

中央制御室遮蔽は，再処理施設の運転

中又は停止中に外観点検が可能な設計と

する。制試①－11 

 

中央制御室遮蔽は，再処理施設の運転

中又は停止中に外観点検が可能な設計と

する。◇1  

○178（P109から） 

  

 中央制御室遮蔽は，外観の確認が可能

な設計とする。制試①－12 

 

中央制御室遮蔽は，外観の確認が可能

な設計とする。◇1  

○179（P109から） 

  

 制御室遮蔽は，通常時において，重

大事故等への対処に必要な機能を確認

するため，外観点検が可能な設計とす

る。制試①－13，14 

 

制御室遮蔽は，再処理施設の運転中又

は停止中に外観点検が可能な設計とす

る。制試①－13 

 

制御室遮蔽は，再処理施設の運転中又

は停止中に外観点検が可能な設計とす

る。◇1  

○180（P109から） 

  

 制御室遮蔽は，外観の確認が可能な設

計とする。制試①－14 

 

制御室遮蔽は，外観の確認が可能な設

計とする。◇1  

○181（P109から） 

  

  ［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 中央制御室遮蔽(「ヘ．(4)(i)制御

室等」と兼用)厚さ 約１．０ｍ以上□3  

ⅱ） 制御室遮蔽(「ヘ．(4)(i)制御室

等」と兼用)厚さ 約１．０ｍ以上□3  
 

   

 4.3.4 制御室環境測定設備 

重大事故等が発生した場合において，制

御室環境測定設備は，制御室内の酸素濃

度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度

が活動に支障がない範囲にあることを把

握できる設計とする。制環①－1 

 

（e） 制御室環境測定設備 

重大事故等が発生した場合において，

制御室環境測定設備は，制御室内の酸素

濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃

度が活動に支障がない範囲にあることを

把握できる設計とする。制環①－1 

 

４）制御室環境測定設備 

可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素

濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計は，

重大事故等が発生した場合においても中

央制御室内の酸素濃度，二酸化炭素濃度

及び窒素酸化物濃度が活動に支障がない

範囲にあることを把握できる設計とす

る。◇2  

○182（P96から） 

可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素

濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計は，

重大事故等が発生した場合においても，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及

び窒素酸化物濃度が活動に支障がない範

囲にあることを把握できる設計とする。

◇2  

○183（P107から） 

 

設計基準事故時及び炉心の著しい損傷

が発生した場合において，中央制御室内

及び中央制御室待避室内の酸素濃度及び

二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲

にあることを把握できるよう，計測制御

系統施設の酸素濃度計及び二酸化炭素濃

度計を使用し，中央制御室内及び中央制

御室待避室内の居住性を確保できる設計

とする。 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉との設備構成の違いを踏まえた記載の

相違。 

環境①（P17 から） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（61 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  

制御室環境測定設備は，中央制御室

環境測定設備及び使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設

備で構成する。制環①－2 

 

 

制御室環境測定設備は，中央制御室環

境測定設備及び使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室環境測定設備で構

成する。制環①－2 

 

 

制御室環境測定設備は，中央制御室環

境測定設備で構成する。◇1  

○184（P96から） 

制御室環境測定設備は，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定

設備で構成する。◇1  

○185（P107から） 

  

 中央制御室環境測定設備は，可搬型

酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計

及び可搬型窒素酸化物濃度計を可搬型

重大事故等対処設備として設ける設計

とする。制環①－3 

 

中央制御室環境測定設備は，可搬型酸

素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び

可搬型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事

故等対処設備として配備する。制環①

－3 

 

中央制御室環境測定設備は，可搬型酸

素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び

可搬型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事

故等対処設備として配備する。◇1  

○186（P96から） 

  

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室環境測定設備は，可搬型酸

素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及

び可搬型窒素酸化物濃度計を可搬型重

大事故等対処設備として設ける設計と

する。制環①－4 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，可搬型酸素濃

度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬

型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事故等

対処設備として配備する。制環①－4 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，可搬型酸素濃

度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬

型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事故等

対処設備として配備する。◇1  

○187（P107から） 

  

  

中央制御室環境測定設備は，制御建

屋から100m以上の離隔距離を確保した

外部保管エリアに保管するとともに，

対処を行う建屋内にも保管すること

で，必要数及び故障時のバックアップ

を複数箇所に分散して保管し，位置的

分散を図る設計とする。制可保①－5 

 

 

中央制御室環境測定設備は，制御建屋

から100ｍ以上の離隔距離を確保した外

部保管エリアに保管するとともに，対処

を行う建屋内にも保管することで，必要

数及び故障時バックアップを複数箇所に

分散して保管し，位置的分散を図る。

制可保①－5 

 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室環境測定設備は，制御建屋

から100ｍ以上の離隔距離を確保した外

部保管エリアに保管するとともに，対処

を行う建屋内にも保管することで，必要

数及び故障時バックアップを複数個所に

分散して保管し，位置的分散を図る設計

とする。◇1  

 

  

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室環境測定設備は，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋から100m以上の離

隔距離を確保した外部保管エリアに保

管するとともに，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋にも保管することで，必要数

及び故障時のバックアップを複数箇所

に分散して保管し，位置的分散を図る

設計とする。制可保①－6 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋から100ｍ以上の離隔距

離を確保した外部保管エリアに保管する

とともに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

にも保管することで，必要数及び故障時

バックアップを複数箇所に分散して保管

し，位置的分散を図る。制可保①－6 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋から100ｍ以上の離隔距

離を確保した外部保管エリアに保管する

とともに，対処を行う建屋内にも保管す

ることで，必要数及び故障時バックアッ

プを複数個所に分散して保管し，位置的

分散を図る設計とする。◇1  
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中央制御室環境測定設備の可搬型酸

素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及

び可搬型窒素酸化物濃度計は，中央制

御室の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び

窒素酸化物濃度が活動に支障がない範

囲内にあることを測定するために必要

な台数を有する設計とするとともに，

保有数は，必要数として各１個を１セ

ットとして，予備として故障時及び保

守点検による待機除外時のバックアッ

プを２セットの合計３セット以上を確

保する設計とする。制数①－8－１,8－

2 

 

 

中央制御室環境測定設備の可搬型酸素

濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可

搬型窒素酸化物濃度計は，中央制御室の

酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化

物濃度が活動に支障がない範囲内にある

ことを測定するために必要な台数を有す

る設計とするとともに，保有数は，必要

数として各１個を１セットとして，予備

として故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップを２セットの合計３

セット以上を確保する。制数①－8－１ 

 

i) 中央制御室環境測定設備 

可搬型酸素濃度計 ３台(予備として

故障時及び待機除外時のバックアップを

２台) 

可搬型二酸化炭素濃度計 ３台(予備

として故障時及び待機除外時のバックア

ップを２台) 

可搬型窒素酸化物濃度計 ３台(予備

として故障時及び待機除外時のバックア

ップを２台)制数①－8－2 

⑩（P64から） 

 

中央制御室環境測定設備の可搬型酸素

濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可

搬型窒素酸化物濃度計は，中央制御室の

酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化

物濃度が活動に支障がない範囲内にある

ことを測定するために必要な台数を有す

る設計とするとともに，保有数は，必要

数として各１個を１セットとして，予備

として故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップを２セットの合計３

セット以上を確保する。◇1  

○188（P75から） 

 

設計基準事故時及び炉心の著しい損傷

が発生した場合において，中央制御室内

及び中央制御室待避室内の酸素濃度及び

二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲

にあることを把握できるよう，酸素濃度

計（個数 1（予備 1））及び二酸化炭素

濃度計（個数 1（予備 1））を中央制御

室内に保管する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室環境測定設備の可搬型酸素

濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び

可搬型窒素酸化物濃度計は，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素

酸化物濃度が活動に支障がない範囲内

にあることを測定するために必要な台

数を有する設計とするとともに，保有

数は，必要数として各１個を１セット

として，予備として故障時及び保守点

検による待機除外時のバックアップを

２セットの合計３セット以上を確保す

る設計とする。制数①－9－1,9－2 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備の可搬型酸素濃度

計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型

窒素酸化物濃度計は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素濃

度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度

が活動に支障がない範囲内にあることを

測定するために必要な台数を有する設計

とするとともに，保有数は，必要数とし

て各１個を１セットとして，予備として

故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップを２セットの合計３セット

以上を確保する。制数①－9 

 

ii) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室環境測定設備 

可搬型酸素濃度計 ３台(予備とし

て故障時及び待機除外時のバックアップ

を２台) 

可搬型二酸化炭素濃度計 ３台(予

備として故障時及び待機除外時のバック

アップを２台) 

可搬型窒素酸化物濃度計 ３台(予

備として故障時及び待機除外時のバック

アップを２台)制数①－9－2 

⑪（P64 から） 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備の可搬型酸素濃度

計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型

窒素酸化物濃度計は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素濃

度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度

が活動に支障がない範囲内にあることを

測定するために必要な台数を有する設計

とするとともに，保有数は，必要数とし

て各１個を１セットとして，予備として

故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップを２セットの合計３セット

以上を確保する。◇1  

○189（P75から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉との設備構成の違い（再処理施設では

酸素濃度と二酸化炭素濃度に加えて，窒素酸

化物濃度も測定）を踏まえた記載の相違。 

環境②（P15 から） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  

中央制御室環境測定設備は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる制御

建屋に保管し，風(台風)等により重大

事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。制条①－24 
 

 

中央制御室環境測定設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる制御建屋

に保管し，風（台風等）により機能を損

なわない設計とする。制条①－24 

 

 

中央制御室環境測定設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる制御建屋

に保管し，風（台風等）により機能を損

なわない設計とする。◇1  

○190（P82から） 

  

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室環境測定設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋に保管し，風(台

風)等により重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。制条

①－25 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風等）

により機能を損なわない設計とする。

制条①－25 
 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風等）

により機能を損なわない設計とする。◇1  

○191（P82から） 

  

 地震を要因として発生した場合に対

処に用いる中央制御室環境測定設備

は，「第1章 共通事項」の「3. 自然現

象」の「3.1 地震による損傷の防止」

に基づく設計とすることで，重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。制条①－26 
 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室環境測定設備は，

「ロ．(7)(ⅱ)(b)(ﾎ) 地震を要因とする

重大事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とすることで，その機能を損

なわない設計とする。制条①－26 
 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室環境測定設備は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。◇1  

○192（P82から） 

  

 地震を要因として発生した場合に対

処に用いる使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，

「第1章 共通事項」の「3. 自然現象」

の「3.1 地震による損傷の防止」に基

づく設計とすることで，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計

とする。制条①－27 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室環境測定設備は，「ロ． 

(7)(ⅱ)(b)(ﾎ) 地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく

設計とすることで，その機能を損なわな

い設計とする。制条①－27 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室環境測定設備は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。◇1  

○193（P83から） 

  

 中央制御室環境測定設備は，内部発

生飛散物の影響を考慮し，制御建屋の

内部発生飛散物の影響を受けない場所

に保管することにより，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計

とする。制条①－28 

中央制御室環境測定設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管

することにより，機能を損なわない設計

とする。制条①－28 

 

中央制御室環境測定設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管

することにより，機能を損なわない設計

とする。◇1  

○194（P83から） 

  

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室環境測定設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋の内部発生飛散物の影

響を受けない場所に保管することによ

り，重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。制条①－29 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，内部発生飛散

物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。制条①－29 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，内部発生飛散

物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。◇1  

○195（P83から） 

  

 中央制御室環境測定設備は，配管の

全周破断に対して，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体(溶液，有機溶

媒等)の影響を受けない位置に保管する

ことにより，重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。制

条①－30 

中央制御室環境測定設備は，配管の全

周破断に対して，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。制条①－30 

 

中央制御室環境測定設備は，配管の全

周破断に対して，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。◇1  

○196（P83から） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室環境測定設備は，配管の全

周破断に対して，漏えいした放射性物

質を含む腐食性の液体(溶液，有機溶媒

等)の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。制条

①－31 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，配管の全周破

断に対して，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の

影響を受けない位置に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。制

条①－31 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，配管の全周破

断に対して，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の

影響を受けない位置に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。◇1  

○197（P83から） 

  

 中央制御室環境測定設備は，通常時

において，重大事故等への対処に必要

な機能を確認するため，外観点検，分

解点検が可能な設計とする。制試①－

15 

中央制御室環境測定設備は，再処理施

設の運転中又は停止中に外観点検，分解

点検が可能な設計とする。制試①－15 

 

中央制御室環境測定設備は，再処理施

設の運転中又は停止中に外観点検，分解

点検が可能な設計とする。◇1  

○198（P110から） 

  

 中央制御室環境測定設備は，当該機

能を健全に維持するため，保修等が可

能な設計とする。制試①－16 

中央制御室環境測定設備は，外観の確

認が可能な設計とする。制試①－16 

 

中央制御室環境測定設備は，外観の確

認が可能な設計とする。◇1  

○199（P110から） 

  

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室環境測定設備は，通常時に

おいて，重大事故等への対処に必要な

機能を確認するため，外観点検，分解

点検が可能な設計とする。制試①－17 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，再処理施設の

運転中又は停止中に外観点検，分解点検

が可能な設計とする。制試①－17 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，再処理施設の

運転中又は停止中に外観点検，分解点検

が可能な設計とする。◇1  

○200（P110から） 

  

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室環境測定設備は，当該機能

を健全に維持するため，保修等が可能

な設計とする。制試①－18 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，外観の確認が

可能な設計とする。制試①－18 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室環境測定設備は，外観の確認が可

能な設計とする。◇1  ○201（P110から） 

  

  ［可搬型重大事故等対処設備］ 

i) 中央制御室環境測定設備 

可搬型酸素濃度計 ３台(予備として

故障時及び待機除外時のバックアップを

２台) 

可搬型二酸化炭素濃度計 ３台(予備

として故障時及び待機除外時のバックア

ップを２台) 

可搬型窒素酸化物濃度計 ３台(予備

として故障時及び待機除外時のバックア

ップを２台)制数①－11－2 

⑩（P62へ） 

ii) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室環境測定設備 

可搬型酸素濃度計 ３台(予備とし

て故障時及び待機除外時のバックアップ

を２台) 

可搬型二酸化炭素濃度計 ３台(予

備として故障時及び待機除外時のバック

アップを２台) 

可搬型窒素酸化物濃度計 ３台(予

備として故障時及び待機除外時のバック

アップを２台)制数①－11－2 

⑪（P62へ） 
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 4.3.5 制御室放射線計測設備 

重大事故等が発生した場合におい

て，制御室放射線計測設備は，制御室

内の線量当量率及び空気中の放射性物

質濃度が活動に支障がない範囲にある

ことを把握できる設計とする。制放①

－1 

 

（f） 制御室放射線計測設備 

重大事故等が発生した場合において，

制御室放射線計測設備は，制御室内の線

量当量率及び空気中の放射性物質濃度が

活動に支障がない範囲にあることを把握

できる設計とする。制放①－1 

 

５）制御室放射線計測設備 

中央制御室放射線計測設備は，重大事

故等が発生した場合において，中央制御

室内の線量当量率及び空気中の放射性物

質濃度が活動に支障がない範囲にあるこ

とを把握できる設計とする。◇2  

○202（P97 から） 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），

アルファ・ベータ線用サーベイメータ

（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（Ｓ

Ａ）は，重大事故等が発生した場合にお

いて，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室内の線量当量率及び空気中

の放射性物質濃度が活動に支障がない範

囲にあることを把握できる設計とする。

◇2  

○203（P108から） 

  

 制御室放射線計測設備は，中央制御

室放射線計測設備並びに使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射

線計測設備で構成する。制放①－2 

 

制御室放射線計測設備は，中央制御室

放射線計測設備並びに使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測

設備で構成する。制放①－2 

 

制御室放射線計測設備は，中央制御室

放射線計測設備で構成する。◇1  

○204（P97 から） 

制御室放射線計測設備は，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の制

御室放射線計測設備で構成する。◇1  

○205（P107から） 

  

 中央制御室放射線計測設備は，ガン

マ線用サーベイメータ(SA)，アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ(SA)及

び可搬型ダストサンプラ(SA)を可搬型

重大事故等対処設備として設ける設計

とする。制放①－3 

 

中央制御室放射線計測設備は，ガンマ

線用サーベイメータ（ＳＡ），アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）を可

搬型重大事故等対処設備として配備す

る。制放①－3 

 

中央制御室放射線計測設備は，ガンマ

線用サーベイメータ（ＳＡ），アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）を可

搬型重大事故等対処設備として配備す

る。◇1  

○206（P97から） 

  

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室放射線計測設備は，ガンマ

線用サーベイメータ(SA)，アルファ・

ベータ線用サーベイメータ(SA)及び可

搬型ダストサンプラ(SA)を可搬型重大

事故等対処設備として設ける設計とす

る。制放①－4 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，ガンマ線用

サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベ

ータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可

搬型ダストサンプラ（ＳＡ）を可搬型重

大事故等対処設備として配備する。制

放①－4 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の制御室放射線計測設備は，ガ

ンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アル

ファ・ベータ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

を可搬型重大事故等対処設備として配備

する。◇1  

○207（P107から） 

  

  

中央制御室放射線計測設備は，制御

建屋から100m以上の離隔距離を確保し

た外部保管エリアに保管するととも

に，対処を行う建屋内にも保管するこ

とで，必要数及び故障時のバックアッ

プを複数箇所に分散して保管し，位置

的分散を図る設計とする。制可保①－7 

 

中央制御室放射線計測設備は，制御建

屋内に必要数及び故障時バックアップを

複数箇所に分散して保管し，位置的分散

を図る。制可保①－7 

 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室放射線計測設備は，制御建

屋内に必要数及び故障時バックアップを

複数個所に分散して保管し，位置的分散

を図る設計とする。◇1  

 

  

【許可からの変更点】 

可搬型設備の位置的分散の考え

方に基づき，記載を適正化。（以

下，同様。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（66 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室放射線計測設備は，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋から100m以上の

離隔距離を確保した外部保管エリアに

保管するとともに，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋にも保管することで，必

要数及び故障時のバックアップを複数

箇所に分散して保管し，位置的分散を

図る設計とする。制可保①－8 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋内に必要数及び故障時

バックアップを複数箇所に分散して保管

し，位置的分散を図る。制可保①－8 

 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋内に必要数及び故障時

バックアップを複数個所に分散して保管

し，位置的分散を図る設計とする。◇1  

 

  

 中央制御室放射線計測設備のガンマ

線用サーベイメータ(SA)及びアルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ(SA)

は，中央制御室の実効線量が活動に支

障がない範囲内にあることを測定する

ために必要な台数を有するとともに，

保有数は必要数及び予備としての故障

時のバックアップをあわせ十分な台数

を確保する設計とする。制数①－10－1 

中央制御室放射線計測設備のガンマ線

用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・

ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）は，中央

制御室の実効線量が活動に支障がない範

囲内にあることを測定するために必要な

台数を有する設計とするとともに，保有

数は，必要数として各１個を１セット，

予備として故障時バックアップを１セッ

トの合計２セット以上を確保する。制

数①－10－1 

 

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

２台（予備として故障時のバックア

ップを１台）制数①－10－2 

⑫（P68 から） 

中央制御室放射線計測設備のガンマ線

用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・

ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）は，中央

制御室の実効線量が活動に支障がない範

囲内にあることを測定するために必要な

台数を有する設計とするとともに，保有

数は，必要数として各１個を１セットと

して，予備として故障時のバックアップ

を１セットの合計２セット以上を確保す

る。◇1  

○208（P75から） 

  

中央制御室放射線計測設備の可搬型

ダストサンプラ(SA)は，中央制御室の

実効線量が活動に支障がない範囲内に

あることを測定するために必要な台数

を有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として1台，予備として故障

時のバックアップを1台の合計2台以上

を確保する設計とする。制数①－10－

1,10－2 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室放射線計測設備のガンマ線

用サーベイメータ(SA)及びアルファ・

ベータ線用サーベイメータ(SA)は，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の実効線量が活動に支障がない

範囲内にあることを測定するために必

要な台数を有するとともに，保有数は

必要数及び予備としての故障時のバッ

クアップをあわせ十分な台数を確保す

る設計とする。制数①－11－1 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備のガンマ線用サ

ーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

型ダストサンプラ（ＳＡ）は，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

実効線量が活動に支障がない範囲内にあ

ることを測定するために必要な台数を有

する設計とするとともに，保有数は，必

要数として各１個を１セット，予備とし

て故障時バックアップを１セットの合計

２セット以上を確保する。制数①－11

－1 

 

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

２台（予備として故障時のバックア

ップを１台）制数①－11－2 

⑬（P69から） 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備のガンマ線用サ

ーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

型ダストサンプラ（ＳＡ）は，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

実効線量が活動に支障がない範囲内にあ

ることを測定するために必要な台数を有

する設計とするとともに，保有数は，必

要数として各１個を１セットとして，予

備として故障時のバックアップを１セッ

トの合計２セット以上を確保する。◇1  

○209（P76 から） 

 

  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室放射線計測設備の可搬型ダ

ストサンプラ(SA)は，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室の実効

線量が活動に支障がない範囲内にある

ことを測定するために必要な台数を有

する設計とするとともに，保有数は，

必要数として1台，予備として故障時の

バックアップを1台の合計2台以上を確

保する設計とする。制数①－11－1,11

－2 

【許可からの変更点】 

仕様表対象と仕様表対象外とで記

載分けを行ったため。（以下同じ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（67 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  

中央制御室放射線計測設備は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる制

御建屋に保管し，風(台風)等により重

大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。制条①－32 
 

 

中央制御室放射線計測設備は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる制御建

屋に保管し，風（台風等）により機能を

損なわない設計とする。制条①－32 

 

 

中央制御室放射線計測設備は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる制御建

屋に保管し，風（台風等）により機能を

損なわない設計とする。◇1  

○210（P83から） 

  

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室放射線計測設備は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管し，風

(台風)等により重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。

制条①－33 
 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風

等）により機能を損なわない設計とす

る。制条①－33 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風

等）により機能を損なわない設計とす

る。◇1          ○211（P83から） 

  

 地震を要因として発生した場合に対

処に用いる中央制御室放射線計測設備

は，「第1章 共通事項」の「3. 自然現

象」の「3.1 地震による損傷の防止」

に基づく設計とすることで，重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。制条①－34 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室放射線計測設備は，

「ロ．(7)(ⅱ)(b)(ﾎ) 地震を要因とする

重大事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とすることで，その機能を損

なわない設計とする。制条①－34 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室放射線計測設備は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。◇1    ○212（P84から） 

  

 地震を要因として発生した場合に対

処に用いる使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室放射線計測設備

は，「第1章 共通事項」の「3. 自然現

象」の「3.1 地震による損傷の防止」

に基づく設計とすることで，重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。制条①－35 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室放射線計測設備は，

「ロ．(7)(ⅱ)(b)(ﾎ) 地震を要因とする

重大事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とすることで，その機能を損

なわない設計とする。制条①－35 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室放射線計測設備は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。◇1    ○213（P84から） 

  

 中央制御室放射線計測設備は，内部

発生飛散物の影響を考慮し，制御建屋

の内部発生飛散物の影響を受けない場

所に保管することにより，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。制条①－36 
 

中央制御室放射線計測設備は，内部発

生飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内

部発生飛散物の影響を受けない場所に保

管することにより，機能を損なわない設

計とする。制条①－36 

 

中央制御室放射線計測設備は，内部発

生飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内

部発生飛散物の影響を受けない場所に保

管することにより，機能を損なわない設

計とする。◇1      ○214（P84から） 

  

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室放射線計測設備は，内部発

生飛散物の影響を考慮し，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋の内部発生飛散物の

影響を受けない場所に保管することに

より，重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。制条①－

37 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，内部発生飛

散物の影響を考慮し，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を

受けない場所に保管することにより，機

能を損なわない設計とする。制条①－

37 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，内部発生飛

散物の影響を考慮し，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を

受けない場所に保管することにより，機

能を損なわない設計とする。◇1  

○215（P84から） 

  

 中央制御室放射線計測設備は，配管

の全周破断に対して，漏えいした放射

性物質を含む腐食性の液体(溶液，有機

溶媒等)の影響を受けない位置に保管す

ることにより，重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。

制条①－38 

中央制御室放射線計測設備は，配管の

全周破断に対して，漏えいした放射性物

質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。制条①－38 

中央制御室放射線計測設備は，配管の

全周破断に対して，漏えいした放射性物

質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。◇1         ○216（P84から） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（68 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室放射線計測設備は，配管の

全周破断に対して，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体(溶液，有機溶

媒等)の影響を受けない位置に保管する

ことにより，重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。制

条①－39 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，配管の全周

破断に対して，漏えいした放射性物質を

含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）

の影響を受けない位置に保管することに

より，機能を損なわない設計とする。

制条①－39 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，配管の全周

破断に対して，漏えいした放射性物質を

含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）

の影響を受けない位置に保管することに

より，機能を損なわない設計とする。◇1  

○217（P84から） 

  

 中央制御室放射線計測設備は，通常

時において，重大事故等への対処に必

要な機能を確認するため，外観点検，

分解点検が可能な設計とする。制試①

－19 

中央制御室放射線計測設備は，再処理

施設の運転中又は停止中に外観点検，分

解点検が可能な設計とする。制試①－

19 
 

中央制御室放射線計測設備は，再処理

施設の運転中又は停止中に外観点検，分

解点検が可能な設計とする。◇1  

○218（P110から） 

  

 中央制御室放射線計測設備は，当該

機能を健全に維持するため，保修等が

可能な設計とする。制試①－20 
 

中央制御室放射線計測設備は，外観の

確認が可能な設計とする。制試①－20 

 

中央制御室放射線計測設備は，外観の

確認が可能な設計とする。◇1  

○219（P110から） 

  

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室放射線計測設備は，通常時

において，重大事故等への対処に必要

な機能を確認するため，外観点検，分

解点検が可能な設計とする。制試①－

21 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，再処理施設

の運転中又は停止中に外観点検，分解点

検が可能な設計とする。制試①－21 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，再処理施設

の運転中又は停止中に外観点検，分解点

検が可能な設計とする。◇1  

○220（P110から） 

  

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室放射線計測設備は，当該機

能を健全に維持するため，保修等が可

能な設計とする。制試①－22 
 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，外観の確認

が可能な設計とする。制試①－22 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，外観の確認

が可能な設計とする。◇1  

○221（P110から） 

  

  ［可搬型重大事故等対処設備］ 

ⅰ）中央制御室放射線計測設備 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

２台（予備として故障時のバックア

ップを１台）□3  

アルファ・ベータ線用サーベイメー

タ（ＳＡ） 

２台（予備として故障時のバックア

ップを１台）□3  

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

２台（予備として故障時のバックア

ップを１台）制数①－10－2 

⑫（P66へ） 

ii) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室 

放射線計測設備 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

２台（予備として故障時のバックア

ップを１台）□3  

アルファ・ベータ線用サーベイメー

タ（ＳＡ） 

２台（予備として故障時のバックア

ップを１台）□3  
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可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

２台（予備として故障時のバックア

ップを１台）制数①－11－2 

⑬（P66）へ 

   

   (２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18（１） 

ｂ．悪影響防止」に示す。◇5  
 

  

   １）計測制御装置 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤は，安全機能を有する施設と

して使用する場合と同様の系統構成で重

大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。◇4       ○77（P34へ） 

  

   情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，他の設備から独立して単独で使用

可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。◇4  

○78（P34へ） 

  

   ２）制御室換気設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

制御建屋中央制御室換気設備は，安全

機能を有する施設として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備とし

て使用することにより，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。◇1  

○116（P45へ） 

  

   使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，安全機能を有する施設として

使用する場合と同じ系統構成で重大事故

等対処設備として使用することにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。◇1          ○117（P45へ） 

  

   制御建屋中央制御室換気設備の中央制

御室送風機は，回転体が飛散することを

防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。制悪①－3 

○124（P48へ） 

  

   使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の制御室送風機は，回転体が飛散

することを防ぐことで他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。制悪①－4 

○125（P48へ） 
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（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，回転体が飛散す

ることを防ぐことで他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。制悪①－5 

○126（P49へ） 

  

   代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，回転

体が飛散することを防ぐことで他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。制

悪①－6         ○127（P49へ） 

  

   代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，他の設備から独

立して単独で使用可能なことにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。◇1          ○128（P49へ） 

  

   代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，他の

設備から独立して単独で使用可能なこと

により，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。◇1      ○129（P49へ） 

  

   ３）制御室遮蔽設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

中央制御室遮蔽は，安全機能を有する

施設として使用する場合と同じ系統構成

で重大事故等対処設備として使用するこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。◇1     ○174（P59へ） 

  

   制御室遮蔽は，安全機能を有する施設

として使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。◇1       ○175（P59へ） 

  

   (３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18(2) 個数

及び容量」に示す。◇5  

 

  

   １）計測制御装置 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

計測制御装置の監視制御盤は，重大事

故等時におけるパラメータを記録するた

めに必要な保存容量を有する設計とす

る。◇4          ○79（P35へ） 
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情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，収集したパラメータを伝送可能な

容量を有する設計とするとともに，動的

機器の単一故障を考慮した予備を含めた

数量として前処理建屋に対して１系統，

分離建屋に対して１系統，精製建屋に対

して１系統，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋に対して１系統，高レベル廃液

ガラス固化建屋に対して１系統，制御建

屋に対して１系統，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に対して１系統の必要数７系統

に加え，予備を７系統，合計14系統以上

を有する設計とする。◇4  

○80（P35へ） 

  

   （ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第

１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及

び第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置は，収集したパラメータを伝送可能な

容量を有する設計とする。◇4  

○81（P35へ） 

  

   情報把握計装設備の制御建屋可搬型情

報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報収集装置は，収集した重

要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータを電磁的に記録及び保存し，電源

喪失により保存した記録が失われないよ

うにするとともに帳票として出力できる

設計とする。また，記録に必要な容量

は，記録が必要な期間に亘って保存でき

る容量を有する設計とする。◇4  

○82（P35へ） 

  

2454



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（72 / 122） 
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情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

は，必要なデータ量の伝送及び記録容量

を有する設計とし，保有数は，必要数と

して重大事故等の対処に必要な個数を有

する設計とするとともに，故障時のバッ

クアップを必要数以上確保する。◇4  

○86（P37へ） 

  

   情報把握計装設備可搬型発電機は，重

大事故等に対処するために必要な電力を

確保するために必要な容量を有する設計

とし，保有数は，必要数として重大事故

等の対処に必要な個数を有する設計とす

るとともに，故障時のバックアップを必

要数以上確保する。◇4  

○87（P37へ） 

  

   ＭＯＸ燃料加工施設と共用する情報把

握計装設備の第１保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置及び情報把握計装設備可

搬型発電機は，再処理施設及びＭＯＸ燃

料加工施設における重大事故等対処に同

時に対処することを考慮し，対処に必要

となるデータの伝送，記録容量及び個数

を確保することで，共用によって重大事

故時の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。◇4  

○88（P37へ） 

  

   情報把握計装設備の可搬型情報収集装

置，可搬型情報表示装置及び情報把握計

装設備可搬型発電機の個数を第6.2.5－

１表に示す。◇4  
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２）制御室換気設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

制御建屋中央制御室換気設備の中央制

御室送風機は，想定される重大事故等時

に実施組織要員が中央制御室にとどまる

ために十分な換気風量を有する設計とす

るとともに，動的機器の単一故障を考慮

した予備を含めた数量２台以上を有する

設計とする。◇1  

○118（P45から） 

  

   使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の制御室送風機は，想定される重

大事故等時に実施組織要員が使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にと

どまるために十分な換気風量を有する設

計とするとともに，動的機器の単一故障

を考慮した予備を含めた数量２台以上を

有する設計とする。◇1  

○119（P45から） 

  

   （ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，想定される重大

事故等時に実施組織要員が中央制御室に

とどまるために十分な換気風量を確保す

るために必要な台数を有する設計とする

とともに，保有数は，必要数として２

台，予備として故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップを３台の合

計５台以上を確保する。また，代替制御

建屋中央制御室換気設備の代替中央制御

室送風機は，複数の敷設ルートで対処で

きるよう必要数を複数の敷設ルートに確

保するとともに，制御建屋内に保管する

代替制御建屋中央制御室換気設備の制御

建屋の可搬型ダクトについては，１式以

上の予備を含めた個数を必要数として確

保する。◇1  

○130（P49へ） 
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代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，想定

される重大事故等時に実施組織要員が制

御室にとどまるために十分な換気風量を

確保するために必要な台数を有する設計

とするとともに，保有数は，必要数とし

て１台，予備として故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップを２台

の合計３台以上を確保する。また，代替

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備の代替制御室送風機は，複数の敷設

ルートで対処できるよう必要数を複数の

敷設ルートに確保するとともに，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管する代替

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の可搬型ダクトについては，１式以

上の予備を含めた個数を必要数として確

保する。◇1  

○131（P49へ） 

  

   ３）制御室照明設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室代替照明設備は，想定され

る重大事故等時に実施組織要員が中央制

御室で操作可能な照明を確保するために

必要な台数を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数として76台，予備

として故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップを86台の合計162台

以上を確保する。◇1  

○152（P56へ） 

  

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，想定される重

大事故等時に実施組織要員が使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室で操

作可能な照明を確保するために必要な台

数を有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として17台，予備として故障

時及び保守点検による待機除外時のバッ

クアップを19台の合計36台以上を確保す

る。◇1  

○154（P56へ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（75 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

４）制御室環境測定設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室環境測定設備の可搬型酸素

濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可

搬型窒素酸化物濃度計は，中央制御室の

酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化

物濃度が活動に支障がない範囲内にある

ことを測定するために必要な台数を有す

る設計とするとともに，保有数は，必要

数として各１個を１セットとして，予備

として故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップを２セットの合計３

セット以上を確保する。◇1  

○188（P62から） 

  

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備の可搬型酸素濃度

計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型

窒素酸化物濃度計は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素濃

度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度

が活動に支障がない範囲内にあることを

測定するために必要な台数を有する設計

とするとともに，保有数は，必要数とし

て各１個を１セットとして，予備として

故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップを２セットの合計３セット

以上を確保する。◇1  

○189（P62から） 

  

   ５）制御室放射線計測設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室放射線計測設備のガンマ線

用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・

ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）は，中央

制御室の実効線量が活動に支障がない範

囲内にあることを測定するために必要な

台数を有する設計とするとともに，保有

数は，必要数として各１個を１セットと

して，予備として故障時のバックアップ

を１セットの合計２セット以上を確保す

る。◇1  

○208（P66へ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（76 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備のガンマ線用サ

ーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

型ダストサンプラ（ＳＡ）は，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

実効線量が活動に支障がない範囲内にあ

ることを測定するために必要な台数を有

する設計とするとともに，保有数は，必

要数として各１個を１セットとして，予

備として故障時のバックアップを１セッ

トの合計２セット以上を確保する。◇1  

○209（P66へ） 

  

   (４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18(3) 環境

条件等」に示す。◇5  

 

  

   １）計測制御装置 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる制御建屋又は使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）

等により機能を損なわない設計とする。

◇4  

○89（P37へ） 

  

   内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる計測制御装置の監視制御盤

及び安全系監視制御盤は，地震等により

機能が損なわれる場合，代替設備による

機能の確保，修理の対応等により機能を

維持する設計とする。また，必要に応じ

て関連する工程を停止する等の手順を整

備する。◇4  

○76（P33へ） 

  

   地震を要因として発生した場合に対処

に用いる情報把握計装設備の情報把握計

装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用

無線装置は，1.7.18(5) 地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設計」

に基づく設計とすることでその機能を損

なわない設計とする。◇4  

○90（P38へ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（77 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋，制御建屋及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋に設置し，風（台風）等により機

能を損なわない設計とする。◇4  

○91（P38へ） 

  

   情報把握計装設備の建屋間伝送用無線

装置は，風（台風），竜巻，積雪及び火

山の影響に対して，風（台風）及び竜巻

による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物

による積載荷重により機能を損なわない

設計とする。◇4  

○92（P38へ） 

  

   情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，溢水量及び化学薬品

の漏えいを考慮し，影響を受けない位置

への設置，被水防護及び被液防護を講ず

る設計とする。◇4  

○93（P38へ） 

  

   （ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる第１

保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所

に保管し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。◇4  

○94（P38へ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（78 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる情報把握計装設備の前処理建屋

可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情

報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建

屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第１

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第

２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報表示装置，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

及び情報把握計装設備可搬型発電機は，

「1.7.18(5) 地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることでその機能を損なわない設

計とする。◇4  

○95（P39へ） 

  

   情報把握計装設備の情報把握計装設備

可搬型発電機は，積雪及び火山の影響に

対して，積雪に対しては除雪する手順

を，火山の影響（降下火砕物による積載

荷重）に対しては徐灰及び屋内へ配備す

る手順を整備する。◇4  

 

  

   情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，想定

される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，線量率の

高くなるおそれの少ない場所の選定又は

当該設備の設置場所への遮蔽の設置等に

より当該設備の設置場所で操作可能な設

計とする。◇4  

○96（P39へ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（79 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

情報把握計装設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，可

搬型監視ユニット内に搭載することで，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境条

件を考慮しても機能を損なわない設計と

する。◇4  

○97（P39へ） 

  

   ２）制御室換気設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

制御建屋中央制御室換気設備は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる制御

建屋に設置し，風（台風）等により機能

を損なわない設計とする。◇1  

○120（P46へ） 

  

   使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

に設置し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。◇1  

○121（P46へ） 

  

   制御建屋中央制御室換気設備は，配管

の全周破断に対して，放射性物質を含む

腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）を内

包する配管が近傍にない制御建屋の室に

敷設することにより，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶

媒等）により機能を損なわない設計とす

る。◇1  

○122（P46へ） 

  

   使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，配管の全周破断に対して，放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）を内包する配管が近傍にない

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の室に敷設

することにより，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）により機能を損なわない設計とす

る。◇1  

○123（P46へ） 

  

   （ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

外部からの衝撃による損傷を防止できる

制御建屋に保管し，風（台風等）により

機能を損なわない設計とする。◇1  

○132（P50へ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（80 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋に保管し，風（台風等）により機能

を損なわない設計とする。◇1  

○133（P50へ） 

  

   地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替制御建屋中央制御室換気設

備は，1.7.18(5) 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。◇1     ○134（P50へ） 

  

   地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備は，「1.7.18(5) 地震

を要因とする重大事故等に対する施設の

耐震設計」に基づく設計とすることでそ

の機能を損なわない設計とする。◇1  

○135（P50へ） 

  

   代替中央制御室換気設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管

することにより，機能を損なわない設計

とする。◇1        ○136（P51へ） 

  

   代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，内部発生飛散物の影響を

考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の

内部発生飛散物の影響を受けない場所に

保管することにより，機能を損なわない

設計とする。◇1      ○137（P51へ） 

  

   代替制御建屋中央制御室換気設備は，

配管の全周破断に対して，漏えいした放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）の影響を受けない位置に保管

することにより，機能を損なわない設計

とする。◇1        ○138（P51へ） 

  

   代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，配管の全周破断に対し

て，漏えいした放射性物質を含む腐食性

の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受

けない位置に保管することにより，機能

を損なわない設計とする。◇1  

○139（P51へ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（81 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   ３）制御室照明設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室代替照明設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる制御建屋

に保管し，風（台風等）により機能を損

なわない設計とする。◇1  

○156（P56へ） 

  

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風等）

により機能を損なわない設計とする。◇1  

○157（P56へ） 

  

   地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室代替照明設備は，

「1.7.18(5) 地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることでその機能を損なわない設

計とする。◇1       ○158（P57へ） 

  

   地震を要因として発生した場合に対処

に用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室代替照明設備は，

「1.7.18(5) 地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることでその機能を損なわない設

計とする。◇1       ○159（P57へ） 

  

   中央制御室代替照明設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管

することにより，機能を損なわない設計

とする。◇1        ○160（P57へ） 

  

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，内部発生飛散

物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。◇1  

○161（P57へ） 

  

   中央制御室代替照明設備は，配管の全

周破断に対して，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。◇1  

○162（P57へ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，配管の全周破

断に対して，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の

影響を受けない位置に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。◇1  

○163（P57へ） 

  

   ４）制御室遮蔽設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室遮蔽は，「1.7.18 

(5) 地震を要因とする重大事故等に対す

る施設の耐震設計」に基づく設計とする

ことでその機能を損なわない設計とす

る。◇1  

○176（P59へ） 

  

   地震を要因として発生した場合に対処

に用いる制御室遮蔽は，「1.7.18(5) 地

震を要因とする重大事故等に対する施設

の耐震設計」に基づく設計とすることで

その機能を損なわない設計とする。◇1  

○177（P60へ） 

  

   ５）制御室環境測定設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室環境測定設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる制御建屋

に保管し，風（台風等）により機能を損

なわない設計とする。◇1  

○190（P63へ） 

  

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風等）

により機能を損なわない設計とする。◇1  

○191（P63へ） 

  

   地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室環境測定設備は，

「1.7.18(5) 地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることでその機能を損なわない設

計とする。◇1  

○192（P63へ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室環境測定設備は，

「1.7.18(5) 地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることでその機能を損なわない設

計とする。◇1       ○193（P63へ） 

  

   中央制御室環境測定設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管

することにより，機能を損なわない設計

とする。◇1        ○194（P63へ） 

  

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，内部発生飛散

物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。◇1  

○195（P63へ） 

  

   中央制御室環境測定設備は，配管の全

周破断に対して，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。◇1          ○196（P63へ） 

  

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，配管の全周破

断に対して，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の

影響を受けない位置に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。◇1  

○197（P64へ） 

  

   ６）制御室放射線計測設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室放射線計測設備は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる制御建

屋に保管し，風（台風等）により機能を

損なわない設計とする。◇1  

○210（P67へ） 

  

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風

等）により機能を損なわない設計とす

る。◇1          ○211（P67へ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室放射線計測設備は，

「1.7.18(5) 地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることでその機能を損なわない設

計とする。◇1  

○212（P67へ） 

  

   地震を要因として発生した場合に対処

に用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室放射線計測設備は，

「1.7.18(5) 地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることでその機能を損なわない設

計とする。◇1  

○213（P67へ） 

  

   中央制御室放射線計測設備は，内部発

生飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内

部発生飛散物の影響を受けない場所に保

管することにより，機能を損なわない設

計とする。◇1  

○214（P67へ） 

  

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，内部発生飛

散物の影響を考慮し，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を

受けない場所に保管することにより，機

能を損なわない設計とする。◇1  

○215（P67へ） 

  

   中央制御室放射線計測設備は，配管の

全周破断に対して，漏えいした放射性物

質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。◇1  

○216（P67へ） 

  

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，配管の全周

破断に対して，漏えいした放射性物質を

含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）

の影響を受けない位置に保管することに

より，機能を損なわない設計とする。◇1  

○217（P68へ） 

  

   (５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18(4)a．操

作性の確保」に示す。◇5  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   １）計測制御装置 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置と情

報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋

間伝送用無線装置との接続，制御建屋可

搬型情報表示装置，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋可搬型情報表示装置との接続

は，コネクタ方式又はより簡便な接続方

式とし，現場での接続が容易に可能な設

計とする。◇4  

○98（P40へ） 

  

   6.2.5.3 主要設備及び仕様 

制御室（重大事故等時）の主要設備及

び仕様を第6.2.5－１表に示す。◇7  

  

   6.2.5.4 系統構成及び主要設備 

6.2.5.4.1 中央制御室 

重大事故等が発生した場合（有毒ガス

が発生した場合を含む。）において，中

央制御室にて必要な操作及び措置を行う

実施組織要員が中央制御室にとどまるた

めに必要な居住性を確保するための設備

は，計測制御装置，制御室換気設備，制

御室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室

環境測定設備及び制御室放射線計測設備

で構成する。◇2  

⑬（P1 へ） 

  

   中央制御室は，情報把握計装設備の制

御建屋可搬型情報表示装置及び制御建屋

可搬型情報収集装置を配備できる区画を

有する構造とする。◇2  

⑯（P2へ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

重大事故等が発生し，中央制御室の外

側が放射性物質により汚染したような状

況下において，中央制御室の外側から中

央制御室に放射性物質による汚染を持ち

込むことを防止するため，出入管理建屋

から中央制御室に連絡する通路上及び制

御建屋の外から中央制御室に連絡する通

路上に出入管理区画を設ける設計とす

る。◇1  

㉛（P12 へ） 

  

   汚染が確認された場合に除染作業がで

きる区画は，汚染検査を行う区画に隣接

して設置する設計とする。◇1  

㉜（P12へ） 

  

   全交流動力電源喪失時においても，出

入管理区画は必要な照明を制御室照明設

備を用いて確保する設計とする。◇2  

○153（P56へ） 

  

   中央制御室の外から中央制御室に連絡

する通路上の出入管理区画配置概要図を

第6.2.5－１図，出入管理建屋から中央

制御室に連絡する通路上の出入管理区画

配置概要図を第6.2.5－２図，第6.2.5－

３図にそれぞれ示す。◇7  

 

  

   中央制御室は，各重大事故の有効性評

価の対象としている事象のうち， も厳

しい結果を与える全交流動力電源の喪失

を起因とする「放射線分解により発生す

る水素による爆発」と「冷却機能の喪失

による蒸発乾固」の重畳の発生時におい

て，実施組織要員のマスクの着用及び交

代要員体制を考慮せず，中央制御室は代

替制御建屋中央制御室換気設備による外

気取入れにて換気を実施している状況下

において評価し，中央制御室にとどまり

必要な操作及び措置を行う実施組織要員

及びＭＯＸ燃料加工施設から中央制御室

に移動する要員の実効線量が，７日間で

100ｍＳｖを超えない設計とする。◇1  

⑱（P3 へ） 

  

   なお，中央制御室における居住性に係

る被ばく評価結果は，上記状況下におい

て約1×10-3ｍＳｖであり，７日間で100

ｍＳｖを超えない。◇2  

⑲（P3 へ） 
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中央制御室は，重大事故等への対処が

開始されている状態で，漏えい又は異臭

等の異常を確認した者（立会人，公的機

関から情報を入手した者等）が，中央制

御室の実施組織要員（実施責任者）に連

絡することにより，中央制御室の実施組

織要員が有毒ガスの発生を認知できるよ

う，通信連絡設備及び代替通信連絡設備

を設ける設計とする。◇1  ○223（P7へ） 

  

   また，換気設備の隔離，防護具の着用

等の対策により，有毒ガスから中央制御

室の実施組織要員を防護できる設計とす

る。◇1          ○224（P8へ） 

  

   なお，連絡を受けた中央制御室の実施

組織要員（実施責任者）は，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の実

施組織要員及び緊急時対策所の重大事故

等の対処に必要な指示を行う要員（非常

時対策組織本部の本部長）に対して有毒

ガスの発生を連絡する。◇1  

○225（P8へ） 

  

   これらの対策により，有毒ガスによる

影響を考慮した場合でも，中央制御室に

実施組織要員がとどまることができる設

計とする。◇1  

○226（P8へ） 

  

   中央制御室の重大事故等対処設備の機

器配置概要図を第6.2.5－４図～第6.2.5

－７図に示す。◇7  

  

   （１） 計測制御装置 

重大事故等が発生した場合，中央制御

室において「6.2.1 計装設備」の重要監

視パラメータ及び重要代替監視パラメー

タを監視並びに記録できる設備として計

測制御装置を設置又は配備する。◇4  

㉟（P23へ） 

  

   また，計測制御装置のうち，設計基準

対象の施設と兼用する設備は，重大事故

等対処設備として位置付ける。 

㊵（P24へ） 

㊸（P25へ） 

  

   計測制御装置は，監視制御盤，安全系

監視制御盤及び情報把握計装設備で構成

し，重大事故等の発生要因に応じて対処

に有効な設備を使用し，監視及び記録す

る。◇4          ㊱（P23へ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

監視制御盤は，内的事象による安全機

能の喪失を要因とし，全交流動力電源の

喪失を伴わない重大事故等が発生した場

合において，重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータを監視並びに記録

するための設備であり，常設重大事故等

対処設備として位置付ける。◇4  

㊶（P24へ） 

  

   安全系監視制御盤は，内的事象による

安全機能の喪失を要因とし，全交流動力

電源の喪失を伴わない重大事故等が発生

した場合において，重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを監視する

ための設備であり，常設重大事故等対処

設備として位置付ける。◇4  

㊹（P25へ） 

  

   情報把握計装設備は，外的事象による

安全機能の喪失及び内的事象のうち全交

流動力電源の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合，並びに内的事象によ

る安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合において，重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータを

監視並びに記録するための設備であり，

可搬型重大事故等対処設備として前処理

建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬

型情報収集装置，精製建屋可搬型情報収

集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制

御建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置及び情報把握計

装設備可搬型発電機を配備し，常設重大

事故等対処設備として情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置を設置する。◇4  

㊻（P26へ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

情報把握計装設備用屋内伝送系統は，

6.2.1.3 主要設備及び仕様」の可搬型重

要計器及び可搬型重要代替計器にて計測

した重要監視パラメータ及び重要代替監

視パラメータを，前処理建屋においては

前処理建屋可搬型情報収集装置に，分離

建屋においては分離建屋可搬型情報収集

装置に，精製建屋においては精製建屋可

搬型情報収集装置に，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋においてはウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集

装置に，高レベル廃液ガラス固化建屋に

おいては高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型情報収集装置に伝送するための系統

である。また，これらの可搬型情報収集

装置で収集した重要監視パラメータ及び

重要代替監視パラメータを建屋間伝送用

無線装置に伝送するための系統である。

◇4  

㊽（P27へ） 

  

   制御建屋に設置する情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，建屋間伝送用無線装

置から制御建屋可搬型情報収集装置に重

要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータを伝送するための系統である。◇4  

㊾（P27 へ） 

  

   建屋間伝送用無線装置は，前処理建屋

可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情

報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋可搬型情報収集装置が収集し

た重要監視パラメータ及び重要代替監視

パラメータを制御建屋可搬型情報収集装

置及び「9.16.2.4(2)e. 緊急時対策建屋

情報把握設備」の情報収集装置へ伝送す

るための系統である。◇4  

㊿（P27へ） 

  

   建屋間伝送用無線装置は， 制御建屋

可搬型情報収集装置及び「9.16.2.4(2) 

e. 緊急時対策建屋情報把握設備」の情

報収集装置に対し，重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを伝送する

ことで，故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムによる共通要因に対し

て，同時に必要な情報の把握機能が損な

われることはない。◇4  

○62（P30へ） 

  

2472



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（90 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置及び第２保管庫・貯水所可搬型情報収

集装置については，当該装置から制御建

屋可搬型情報収集装置及び「9.16.2.4 

(2)e. 緊急時対策建屋情報把握設備」の

情報収集装置へ伝送する機能を有する。

◇4  

○51（P27へ） 

  

   前処理建屋可搬型情報収集装置，分離

建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬

型情報収集装置，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集

装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収

集装置及び第２保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置は，前処理建屋，分離建屋，

精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，

第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯

水所の「6.2.1.3 主要設備及び仕様」の

可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器

にて計測した重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータを収集する。◇4  

○52（P27へ） 

  

   収集した重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータは，建屋間伝送用無

線装置にて，制御建屋可搬型情報収集装

置及び9.16.2.4(2)e．緊急時対策建屋情

報把握設備」の情報収集装置に伝送す

る。◇4  

○53（P27へ） 

  

   制御建屋可搬型情報収集装置は，前処

理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可

搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情報

収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

及び第２保管庫・貯水所可搬型情報収集

装置より伝送される重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを収集し，

記録する。また，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置より伝送され

る重要監視パラメータ及び重要代替監視

パラメータについても収集し，記録す

る。◇4  

○54（P28へ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

制御建屋可搬型情報収集装置にて収集

した重要監視パラメータ及び重要代替監

視パラメータは，電磁的に記録及び保存

し，電源喪失により保存した記録が失わ

れないようにするとともに帳票として出

力できる。また，記録に必要な容量は，

記録が必要な期間に亘って保存できる容

量を有する。◇4  

○83（P36へ） 

  

   制御建屋可搬型情報表示装置は，中央

制御室に配備し，制御建屋可搬型情報収

集装置にて収集した重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを監視す

る。◇4  

○55（P28へ） 

  

   制御建屋可搬型情報収集装置及び制御

建屋可搬型情報表示装置，

「9.16.2.4(2)e. 緊急時対策建屋情報把

握設備」の情報収集装置及び情報表示装

置は，重要監視パラメータ及び重要代替

監視パラメータを監視及び記録すること

で，故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる共通要因に対して，

同時に必要な情報の把握及び記録機能が

損なわれることはない。◇4  

○63（P30へ） 

  

   中央制御室において情報把握計装設備

が設置されるまでの重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータの監視及び

記録は，実施組織要員が「9.17 通信連

絡設備」の「9.17.2 重大事故等対処施

設」を用いて，所定の頻度（1時間30

分）で中央制御室に情報伝達し，監視す

るとともに記録用紙に記録する。◇4  

○84（P36へ） 

  

   監視制御盤及び安全系監視制御盤の電

源は，「9.2 電気設備」の「9.2.2 重大

事故等対処施設」の一部である受電開閉

設備等から給電する。◇4  

○67（P31へ） 

  

   情報把握計装設備の電源は，情報把握

計装設備可搬型発電機及び「9.2 電気設

備」の「9.2.2 重大事故等対処施設」の

一部である前処理建屋可搬型発電機，分

離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発

電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型発電機及び高レベル廃液ガラス

固化建屋可搬型発電機で構成する。◇4  

○69（P31へ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

前処理建屋可搬型情報収集装置は前処

理建屋可搬型発電機から，分離建屋可搬

型情報収集装置は分離建屋可搬型発電機

から，精製建屋可搬型情報収集装置及び

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型情報収集装置はウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型発電機から，高レベ

ル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装

置は高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

発電機から，制御建屋可搬型情報収集装

置及び制御建屋可搬型情報表示装置は制

御建屋可搬型発電機から，第１保管庫・

貯水所可搬型情報収集装置，第２保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置は情報把

握計装設備可搬型発電機から給電する。

◇4  

○72（P32へ） 

  

   情報把握計装設備のうち，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情

報把握計装設備可搬型発電機は，ＭＯＸ

燃料加工施設と共用する。◇4  

○74（P32へ） 

  

   共用する第１保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置及び情報把握計装設備可搬

型発電機は，再処理施設及びＭＯＸ燃料

加工施設における重大事故等対処に同時

に対処することを考慮しても，共用によ

って重大事故時の対処に影響を及ぼすこ

とはない。◇4  

○75（P32へ） 

  

   情報把握計装設備可搬型発電機への燃

料の補給は，「9.14 補機駆動用燃料補

給設備」の軽油貯蔵タンクローリから燃

料を補給可能な設計とする。◇3  

○71（P31へ） 

  

   主要な設備は，以下のとおりとする。

◇4  

［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ) 監視制御盤（「6.1.4.4.1 中央制御

室」と兼用）◇4  

ⅱ) 安全系監視制御盤（「6.1.4.4.1 中央

制御室」と兼用）◇4  

ⅲ)情報把握計装設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

情報把握計装設備用屋内伝送系統◇4  

建屋間伝送用無線装置◇4  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   ［可搬型重大事故等対処設備］ 

前処理建屋可搬型情報収集装置◇4  

分離建屋可搬型情報収集装置◇4  

精製建屋可搬型情報収集装置◇4  

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型情報収集装置◇4  

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

情報収集装置◇4  

制御建屋可搬型情報収集装置◇4  

制御建屋可搬型情報表示装置◇4  

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集

装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）

◇4  

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集

装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）

◇4  

情報把握計装設備可搬型発電機（Ｍ

ＯＸ燃料加工施設と共用）◇4  

重大事故等時のパラメータを監視及び

記録するための設備の系統概要図を第

6.2.5－８図及び第6.2.5－９図に示す。

◇7  

  

   （２） 制御室換気設備 

制御室換気設備は，代替制御建屋中央

制御室換気設備及び制御建屋中央制御室

換気設備で構成する。◇1  

○100（P41へ） 

  

   制御室換気設備は，代替制御建屋中央

制御室換気設備を可搬型重大事故等対処

設備として配備するとともに，制御建屋

中央制御室換気設備を常設重大事故等対

処設備として位置付ける。◇1  

○106（P42へ） 

  

   a.代替制御建屋中央制御室換気設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

代替中央制御室送風機及び制御建屋の可

搬型ダクトで構成する。制換①－3 

○102（P42へ） 

  

   代替中央制御室送風機は，重大事故等

発生時において，制御建屋中央制御室換

気設備の中央制御室送風機の機能喪失

後，外気の遮断が長期にわたり，室内環

境が悪化して二酸化炭素濃度等の許容限

界に達する前に制御建屋内に設置し，中

央制御室内の換気が可能な設計とする。

制換①－8 

○108（P42へ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

代替中央制御室送風機は，代替電源設

備の制御建屋可搬型発電機から受電する

設計とする。◇1  

○112（P43へ） 

  

   制御建屋可搬型発電機は，補機駆動用

燃料補給設備の軽油用タンクローリから

軽油を補給できる設計とする。また，補

機駆動用燃料補給設備の軽油用タンクロ

ーリは, 補機駆動用燃料補給設備の軽油

貯槽から軽油を補給できる設計とする。

◇3  

○113（P43へ） 

  

   主要な設備は，以下のとおりとする。

◇1  

ⅰ)代替制御建屋中央制御室換気設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

代替中央制御室送風機◇1  

制御建屋の可搬型ダクト◇1  

ⅱ)代替電源設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

制御建屋可搬型発電機◇3  

ⅲ)代替所内電気設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

制御建屋の可搬型分電盤◇3  

制御建屋の可搬型電源ケーブル◇3  

ⅳ)補機駆動用燃料補給設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

軽油貯槽◇3  

［可搬型重大事故等対処設備］ 

軽油用タンクローリ◇3  
 

  

   ｂ．制御建屋中央制御室換気設備 

制御建屋中央制御室換気設備は，中央

制御室送風機及び制御建屋の換気ダクト

で構成する。制換①－4 

○103（P42へ） 

  

   制御建屋中央制御室換気設備は，重大

事故等の発生の起因となる安全機能の喪

失の要因に応じて対処に有効な設備を使

用することとし，内的事象による安全機

能の喪失を要因とした全交流動力電源の

喪失を伴わない重大事故等の発生時に

は，設計基準対象の施設の一部を兼用

し，同じ系統構成で重大事故等対処設備

として使用する設計とする。制換①－

10 

○110（P43へ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   主要な設備は，以下のとおりとする。

◇1  

ⅰ)制御建屋中央制御室換気設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

中央制御室送風機（「6.1.4.4.1 中

央制御室」と兼用）◇1  

制御建屋の換気ダクト

（「6.1.4.4.1 中央制御室」と兼

用）◇1  

ⅱ)所内高圧系統 

［常設重大事故等対処設備］ 

非常用電源建屋の6.9kV非常用主母

線（「9.2.1.4.3 所内高圧系統」と兼

用）◇3  

制御建屋の6.9kV非常用母線

（「9.2.1.4.3 所内高圧系統」と兼

用）◇3  

ⅲ)所内低圧系統 

制御建屋の460V非常用母線

（「9.2.1.4.4 所内低圧系統」と兼

用）◇3  
 

  

   ⅳ)計測制御装置 

［常設重大事故等対処設備］ 

制御建屋安全系監視制御盤

（「6.1.4.4.1 中央制御室」と兼用）◇4  

重大事故等時の中央制御室の系統概要

図を第6.2.5－10図，第6.2.5－11図に示

す。◇7  
 

  

   （３） 制御室照明設備 

制御室照明設備は，中央制御室代替照

明設備で構成する。制照①－2－1 

○146（P53へ） 

  

   中央制御室代替照明設備は，可搬型代

替照明を可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。◇1  

○148（P53へ） 

  

   可搬型代替照明は，蓄電池を内蔵して

おり，かつ，蓄電池を適宜交換すること

で全交流動力電源喪失発生から外部から

の支援が期待できるまでの７日間に必要

な照明の確保が可能な設計とする。制

照①－6 

○150（P53へ） 

  

   主要な設備は，以下のとおりとする。

◇1  

i)中央制御室代替照明設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型代替照明◇1  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   （４） 制御室遮蔽設備 

制御室遮蔽設備は，中央制御室遮蔽で

構成する。◇1  

○168（P58へ） 

  

   中央制御室遮蔽は，中央制御室遮蔽を

常設重大事故等対処設備として位置付け

る。◇1  

○170（P59へ） 

  

   中央制御室遮蔽は，重大事故等が発生

した場合において，代替制御建屋中央制

御室換気設備若しくは制御建屋中央制御

室換気設備の機能とあいまって中央制御

室にとどまる実施組織要員及びＭＯＸ燃

料加工施設から中央制御室に移動する要

員の実効線量が７日間で100ｍＳｖを超

えない設計とする。制遮①－4 

○172（P59へ） 

  

   主要な設備は，以下のとおりとする。

◇1  

i)中央制御室遮蔽 

［常設重大事故等対処設備］ 

中央制御室遮蔽（「6.1.4.4.1 中央

制御室」と兼用）◇1  
 

  

   （５） 制御室環境測定設備 

制御室環境測定設備は，中央制御室環

境測定設備で構成する。◇1  

○184（P61へ） 

  

   中央制御室環境測定設備は，可搬型酸

素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び

可搬型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事

故等対処設備として配備する。◇1  

○186（P61へ） 

  

   可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素

濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計は，

重大事故等が発生した場合においても中

央制御室内の酸素濃度，二酸化炭素濃度

及び窒素酸化物濃度が活動に支障がない

範囲にあることを把握できる設計とす

る。◇2          ○182（P60へ） 

  

   主要な設備は，以下のとおりとする。

◇1  

i)中央制御室環境測定設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型酸素濃度計◇1  

可搬型二酸化炭素濃度計◇1  

可搬型窒素酸化物濃度計◇1  
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   （６） 制御室放射線計測設備 

制御室放射線計測設備は，中央制御室

放射線計測設備で構成する。◇1  

○204（P65へ） 

  

   中央制御室放射線計測設備は，ガンマ

線用サーベイメータ（ＳＡ），アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）を可

搬型重大事故等対処設備として配備す

る。◇1          ○206（P65へ） 

  

   中央制御室放射線計測設備は，重大事

故等が発生した場合において，中央制御

室内の線量当量率及び空気中の放射性物

質濃度が活動に支障がない範囲にあるこ

とを把握できる設計とする。◇2  

○202（P65へ） 

  

   主要な設備は，以下のとおりとする。

◇1  

i)中央制御室放射線計測設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）

◇1  

アルファ・ベータ線用サーベイメー 

タ（ＳＡ）◇1  

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）◇1  
 

  

   6.2.5.4.2 使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室 

重大事故等が発生した場合（有毒ガス

が発生した場合を含む。）において，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室にとどまり必要な操作及び措置を行

う実施組織要員がとどまるために必要な

居住性を確保するための設備は，制御室

換気設備，制御室照明設備，制御室遮蔽

設備，制御室環境測定設備及び制御室放

射線計測設備で構成する。◇2  

⑭（P1 へ） 

  

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室は，情報把握計装設備の使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装

置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬

型情報収集装置を配備できる区画を有す

る構造とする。◇2  

⑰（P2へ） 

  

2480



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（98 / 122） 
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重大事故等が発生し，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室の外側が

放射性物質により汚染したような状況下

において，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の外側から使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に放

射性物質による汚染を持ち込むことを防

止するため，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋の外から使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室に連絡する通路上に出

入管理区画を設ける設計とする。◇1  

㉝（P13へ） 

  

   汚染が確認された場合に除染作業がで

きる区画は，汚染検査を行う区画に隣接

して設置する設計とする。◇1  

㉞（P13へ） 

  

   全交流動力電源喪失時においても，出

入管理区画は必要な照明を制御室照明設

備を用いて確保する設計とする。◇2  

○155（P56へ） 

  

   屋外から使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室に連絡する通路上の出

入管理区画配置概要図を第6.2.5－12 

図，第6.2.5－13 図にそれぞれ示す。◇7  

  

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室は，各重大事故の有効性評価の

対象としている事象のうち， も厳しい

結果を与える臨界事故の発生時におい

て，実施組織要員のマスクの着用及び交

代要員体制を考慮せず，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室は使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備に

よる外気取入れにて換気を実施している

状況下において評価し，制御室にとどま

り必要な操作及び措置を行う実施組織要

員の実効線量が，７日間で100ｍＳｖを

超えない設計とする。◇1  

㉑（P4へ） 

  

   なお，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室における居住性に係る被

ばく評価結果は，上記状況下において約

3×10-3ｍＳｖであり，７日間で100ｍＳ

ｖを超えない。◇2  

㉒（P4へ） 
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使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室は，重大事故等への対処が開始

されている状態で，立会人，公的機関か

ら情報を入手した者等から連絡を受け有

毒ガスの発生を認知した中央制御室の実

施組織要員（実施責任者）が，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

実施組織要員に連絡することにより，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室の実施組織要員が有毒ガスの発生を

認知できるよう，通信連絡設備及び代替

通信連絡設備を設ける設計とする。 

○227（P7へ） 

  

   また，換気設備の隔離，防護具の着用

等の対策により，有毒ガスから使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

実施組織要員を防護できる設計とする。

◇1  

○228（P8へ） 

  

   これらの対策により，有毒ガスによる

影響を考慮した場合でも，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に実施

組織要員がとどまることができる設計と

する。◇1  

○229（P8へ） 

  

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の重大事故等対処設備の機器配

置概要図を第6.2.5－14 図～第6.2.5－

15 図に示す。◇7  

 

  

   （１） 計測制御装置 

重大事故等が発生した場合，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に

おいて「6.2.1 計装設備」の重要監視パ

ラメータを監視並びに記録できる設備と

して計測制御装置を設置又は配備する。

また，計測制御装置のうち，設計基準対

象の施設と兼用する設備は，重大事故等

対処設備として位置付ける。◇4  

㊲（P24 へ） 

  

   計測制御装置は，監視制御盤，安全系

監視制御盤及び情報把握計装設備で構成

し，重大事故等の発生要因に応じて対処

に有効な設備を使用し，監視及び記録す

る。◇4  

㊳（P24 へ） 

  

2482



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（100 / 122） 
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監視制御盤は，内的事象による安全機

能の喪失を要因とし，全交流動力電源の

喪失を伴わない重大事故等が発生した場

合において，重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータを監視並びに記録

するための設備であり，常設重大事故等

対処設備として位置付ける。◇4  

㊷（P24へ） 

  

   安全系監視制御盤は，内的事象による

安全機能の喪失を要因とし，全交流動力

電源の喪失を伴わない重大事故等が発生

した場合において，重要監視パラメータ

を監視するための設備であり，常設重大

事故等対処設備として位置付ける。◇4  

㊺（P25へ） 

  

   情報把握計装設備は，外的事象による

安全機能の喪失及び内的事象のうち全交

流動力電源の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合，並びに内的事象によ

る安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合において，重要監視パ

ラメータを監視並びに記録するための設

備であり，可搬型重大事故等対処設備と

して使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報表示装置を配備し，常

設重大事故等対処設備として情報把握計

装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用

無線装置を設置する。◇4  

㊼（P26へ） 

  

   情報把握計装設備用屋内伝送系統は，

6.2.1.3 主要設備及び仕様」の可搬型重

要計器にて計測した使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の重要監視パラメータを，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集

装置に伝送するための系統である。ま

た，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報収集装置で収集した重要監視パラメ

ータを建屋間伝送用無線装置に伝送する

ための系統である。さらに，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置で

収集した重要監視パラメータを使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

に伝送するための系統である。◇4  

○56（P29へ） 
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建屋間伝送用無線装置は，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置が

収集した重要監視パラメータを制御建屋

可搬型情報収集装置及び緊急時対策所へ

伝送するための系統である。◇4  

○57（P29へ） 

  

   建屋間伝送用無線装置は，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置が

収集した重要監視パラメータを制御建屋

可搬型情報収集装置及び「9.16.2.4 (2) 

e．緊急時対策建屋情報把握設備」へ伝

送するための系統である。◇4  

○64（P30へ） 

  

   建屋間伝送用無線装置は，制御建屋可

搬型情報収集装置及び「9.16.2.4(2)e．

緊急時対策建屋情報把握設備」に対し，

重要監視パラメータを伝送することで，

故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムによる共通要因に対して，同時

に必要な情報の把握機能が損なわれるこ

とはない。◇4  

○65（P30へ） 

  

   使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置は，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋の可搬型重要計器にて計測した重要

監視パラメータを収集する。◇4  

○58（P29へ） 

  

   使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置にて収集した重要監視パラメ

ータは，建屋間伝送用無線装置を介し，

制御建屋可搬型情報収集装置に伝送す

る。◇4  

○59（P29へ） 

  

   使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置は，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋での可搬型重要計器にて計測した重

要監視パラメータを記録する。◇4  

○60（P29へ） 

  

   使用済燃料受入れ及び貯蔵建屋可搬型

情報収集装置にて収集した重要監視パラ

メータは，電磁的に記録及び保存し，電

源喪失により保存した記録が失われない

ようにするとともに帳票として出力でき

る。また，記録に必要な容量は，記録が

必要な期間に亘って保存できる容量を有

する。◇4  

○63（P36へ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

使用済燃料受入れ及び貯蔵建屋可搬型

表示装置は，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室に設置し，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置

にて収集した重要監視パラメータを監視

する。◇4  

○61（P29へ） 

  

   使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置並びに使用済燃料受入れ及び

貯蔵建屋可搬型表示装置は，制御建屋可

搬型情報収集装置及び制御建屋可搬型情

報表示装置，「9.16.2.4(2)e．緊急時対

策建屋情報把握設備」の情報収集装置及

び情報表示装置と使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋の重要監視パラメータを監視及び

記録することで，故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる共通要

因に対して，同時に必要な情報の把握及

び記録機能が損なわれることはない。◇4  

○66（P31へ） 

  

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室において情報把握計装設備が設

置されるまでの重要監視パラメータの監

視及び記録は，実施組織要員が「9.17 

通信連絡設備」の「9.17.2 重大事故等

対処施設」を用いて，所定の頻度（1時

間30分）で使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室に情報伝達し，監視す

るとともに記録用紙に記録する。◇4  

○85（P36へ） 

  

   監視制御盤及び安全系監視制御盤の電

源は，「9.2 電気設備」の「9.2.2 重大

事故等対処施設」の一部である受電開閉

設備等から給電する。◇4  

○68（P31へ） 

  

   情報把握計装設備の電源は，情報把握

計装設備可搬型発電機及び「9.2電気設

備」の「9.2.2 重大事故等対処施設」の

一部である使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設可搬型発電機で構成する。◇3  

○70（P31へ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置並びに使用済燃料受入れ及び

貯蔵建屋可搬型表示装置は，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

から，「6.2.1.4(2)a．(e) 使用済燃料

貯蔵槽の冷却等のための設備に必要な計

装設備」の可搬型計測ユニットを介して

給電する。◇3  

○73（P32へ） 

  

   主要な設備は，以下のとおりとする。

◇4  

［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ) 監視制御盤（「6.1.4.4.2 使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室」

と兼用）◇4  

ⅱ) 安全系監視制御盤（「6.1.4.4.2 使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室」と兼用）◇4  

ⅲ) 情報把握計装設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

情報把握計装設備用屋内伝送系統◇4  

建屋間伝送用無線装置◇4  

 

  

   ［可搬型重大事故等対処設備］ 

使用済燃料受入れ及び貯蔵建屋可搬

型情報収集装置◇4  

使用済燃料受入れ及び貯蔵建屋可搬

型情報表示装置◇4  

重大事故等時のパラメータを監視及び

記録するための設備の系統概要図を第

6.2.5－８図及び第6.2.5－９図に示す。

◇7  
 

  

    

（２） 制御室換気設備 

制御室換気設備は，代替使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備及び使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

で構成する。◇1  

○101（P41へ） 

  

   制御室換気設備は，代替使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備を可搬型

重大事故等対処設備として配備するとと

もに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備を常設重大事故等対処設備と

して位置付ける。◇1  

○107（P42へ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   a.代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，代替制御室送風機並びに

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

可搬型ダクトで構成する。制換①－5 

○104（P42へ） 

  

   代替制御室送風機は，重大事故等発生

時において，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備の制御室送風機の機能

喪失後，外気の遮断が長期にわたり，室

内環境が悪化して二酸化炭素濃度等の許

容限界に達する前に使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋内に設置し，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室内の換気が

可能な設計とする。制換①－9 

○109（P42へ） 

  

   代替制御室送風機は，代替電源設備の

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機から受電する設計とする。◇1  

○114（P44へ） 

  

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

可搬型発電機は，補機駆動用燃料補給設

備の軽油用タンクローリから軽油を補給

できる設計とする。また，補機駆動用燃

料補給設備の軽油用タンクローリは, 補

機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽から軽

油を補給できる設計とする。◇3  

○115（P44へ） 

  

   主要な設備は，以下のとおりとする。

◇1  

ⅰ)代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

代替制御室送風機◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型ダクト◇1  

ⅱ)代替電源設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設可搬型発電機◇3  

ⅲ)代替所内電気設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型分電盤◇3  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型電源ケーブル◇3  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   ⅳ)補機駆動用燃料補給設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

軽油貯槽◇3  

［可搬型重大事故等対処設備］ 

軽油用タンクローリ◇3  

 

  

   b.使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，制御室送風機並びに使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の換気ダク

トで構成する。制換①－6 

○105（P42へ） 

  

   使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，重大事故等の発生の起因とな

る安全機能の喪失の要因に応じて対処に

有効な設備を使用することとし，内的事

象による安全機能の喪失を要因とした全

交流動力電源の喪失を伴わない重大事故

等の発生時には，設計基準対象の施設の

一部を兼用し，同じ系統構成で重大事故

等対処設備として使用する設計とする。

制換①－11 

○111（P43へ） 

  

   主要な設備は，以下のとおりとする。

◇1  

ⅰ)使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

制御室送風機（「6.1.4.4.2 使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室」と兼用）◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の換気ダクト（「6.1.4.4.2 使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室」

と兼用）◇1  

ⅱ)所内高圧系統 

［常設重大事故等対処設備］ 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の6.9 

kV非常用母線（「9.2.1.4.3 所内高圧系

統」と兼用）◇3  

ⅲ)所内低圧系統 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の460 

V非常用母線（「9.2.1.4.4 所内低圧系

統」と兼用）◇3  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   ⅳ)計測制御装置 

［常設重大事故等対処設備］ 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋安全系監

視制御盤（「6.1.4.4.2 使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室」と兼

用）◇4  

重大事故等時の使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の系統概要図を

第6.2.5－16 図及び第6.2.5－17 図に示

す。◇7  
 

  

   （３） 制御室照明設備 

制御室照明設備は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設

備で構成する。制照①－2－2 

○147（P53へ） 

  

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，可搬型代替照

明を可搬型重大事故等対処設備として配

備する。◇1        ○149（P53へ） 

  

   可搬型代替照明は，蓄電池を内蔵して

おり，かつ，蓄電池を適宜交換すること

で全交流動力電源喪失発生から外部から

の支援が期待できるまでの７日間に必要

な照明の確保が可能な設計とする。制

照①－7        ○151（P53へ） 

  

   主要な設備は，以下のとおりとする。

◇1  

i)使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型代替照明◇1  
 

  

   （４） 制御室遮蔽設備 

制御室遮蔽設備は，制御室遮蔽で構成

する。◇1         ○169（P58へ） 

  

   制御室遮蔽は，制御室遮蔽を常設重大

事故等対処設備として位置付ける。◇1  

○171（P59へ） 

  

   制御室遮蔽は，重大事故等が発生した

場合において，代替使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備若しくは使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の

機能とあいまって使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室にとどまる実施組織要員の

実効線量が７日間で100ｍＳｖを超えな

い設計とする。制遮①－5 

○173（P59から） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   主要な設備は，以下のとおりとする。

◇1  

i) 制御室遮蔽 

［常設重大事故等対処設備］ 

制御室遮蔽（「6.1.4.4.2使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室」

と兼用）◇1  
 

  

   （５） 制御室環境測定設備 

制御室環境測定設備は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測

定設備で構成する。◇1  

○185（P61へ） 

  

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，可搬型酸素濃

度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬

型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事故等

対処設備として配備する。◇2  

○187（P61へ） 

  

   可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素

濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計は，

重大事故等が発生した場合においても，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及

び窒素酸化物濃度が活動に支障がない範

囲にあることを把握できる設計とする。

◇1  

○183（P60へ） 

  

   i)使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型酸素濃度計◇1  

可搬型二酸化炭素濃度計◇1  

可搬型窒素酸化物濃度計◇1  
 

  

   （６） 制御室放射線計測設備 

制御室放射線計測設備は，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の制

御室放射線計測設備で構成する。◇1  

○205（P65へ） 

  

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の制御室放射線計測設備は，ガ

ンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アル

ファ・ベータ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

を可搬型重大事故等対処設備として配備

する。◇1  

○207（P65へ） 
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ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），

アルファ・ベータ線用サーベイメータ

（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（Ｓ

Ａ）は，重大事故等が発生した場合にお

いて，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室内の線量当量率及び空気中

の放射性物質濃度が活動に支障がない範

囲にあることを把握できる設計とする。

◇2            ○203（P65へ） 

  

   主要な設備は，以下のとおりとする。

◇1  

i)使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）

◇1  

アルファ・ベータ線用サーベイメー

タ（ＳＡ）◇1  

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）◇1  
 

  

   6.2.5.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18(4)b．

試験・検査性」に示す。◇5  
 

  

   １）計測制御装置 

監視制御盤，安全系監視制御盤及び情

報把握計装設備は，再処理施設の運転中

又は停止中に，模擬入力による機能，性

能確認（表示）及び外観確認が可能な設

計とする。◇4       ○99（P40へ） 

  

   ２）制御室換気設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

制御建屋中央制御室換気設備は，再処

理施設の運転中又は停止中に外観点検，

性能確認，分解点検が可能な設計とす

る。◇1          ○140（P51へ） 

  

   使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，再処理施設の運転中又は停止

中に外観点検，性能確認，分解点検が可

能な設計とする。◇1    ○141（P51へ） 

  

   （ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

再処理施設の運転中又は停止中に独立し

て外観点検，分解点検が可能な設計とす

る。◇1  

○142（P51へ） 
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代替制御建屋中央制御室換気設備は，

外観の確認が可能な設計とする。◇1  

○143（P51へ） 

  

   代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，再処理施設の運転中又は

停止中に独立して外観点検，分解点検が

可能な設計とする。◇1  

○144（P52へ） 

  

   代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，外観の確認が可能な設計

とする。◇1        ○145（P52へ） 

  

   ３）制御室照明設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室代替照明設備は，再処理施

設の運転中又は停止中に独立して外観点

検，分解点検が可能な設計とする。◇1  

○164（P58へ） 

  

   中央制御室代替照明設備は，外観の確

認が可能な設計とする。◇1  

○165（P58へ） 

  

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，再処理施設の

運転中又は停止中に独立して外観点検，

分解点検が可能な設計とする。◇1  

○166（P58へ） 

  

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，外観の確認が

可能な設計とする。◇1   ○167（P58へ） 

  

   ４）制御室遮蔽設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

中央制御室遮蔽は，再処理施設の運転

中又は停止中に外観点検が可能な設計と

する。◇1         ○178（P60へ） 

  

   中央制御室遮蔽は，外観の確認が可能

な設計とする。◇1     ○179（P60へ） 

  

   制御室遮蔽は，再処理施設の運転中又

は停止中に外観点検が可能な設計とす

る。◇1          ○180（P60へ） 

  

   制御室遮蔽は，外観の確認が可能な設

計とする。◇1       ○181（P60へ） 
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   ５）制御室環境測定設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室環境測定設備は，再処理施

設の運転中又は停止中に外観点検，分解

点検が可能な設計とする。◇1  

○198（P64へ） 

  

   中央制御室環境測定設備は，外観の確

認が可能な設計とする。◇1  

○199（P64へ） 

  

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，再処理施設の

運転中又は停止中に外観点検，分解点検

が可能な設計とする。◇1  

○200（P64へ） 

  

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，外観の確認が

可能な設計とする。◇1  

○201（P64へ） 

  

   ６）制御室放射線計測設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室放射線計測設備は，再処理

施設の運転中又は停止中に外観点検，分

解点検が可能な設計とする。◇1  

○218（P68へ） 

  

   中央制御室放射線計測設備は，外観の

確認が可能な設計とする。◇1  

○219（P68へ） 

  

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，再処理施設

の運転中又は停止中に外観点検，分解点

検が可能な設計とする。◇1  

○220（P68へ） 

  

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，外観の確認

が可能な設計とする。◇1  

○221（P68へ） 

  

   第6.2.5－１表(1) 制御室（重大事故等

時）の設備仕様（1/8） 

1 .計測制御装置 

a )常設重大事故等対処設備 

ⅰ)監視制御盤(「6.1.4.4.1 中央制御

室」と兼用) ◇4  

個 数 １式 

ⅱ)安全系監視制御盤(「6.1.4.4.1 中

央制御室」と兼用) ◇4  

個 数 １式 
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   b )情報把握計装設備 

i )常設重大事故等対処設備 

b - 1 )情報把握計装設備用屋内伝送系統

◇4  

系 統 14系統（うち予備７系

統） 

b - 2 )建屋間伝送用無線装置◇4  

系 統 14系統（うち予備７系

統） 

ⅱ)可搬型重大事故等対処設備 

b - 3 )前処理建屋可搬型情報収集装置◇4  

台 数 ２（予備として故障時の

バックアップを１台） 

b - 4 )分離建屋可搬型情報収集装置◇4  

台 数 ２（予備として故障時の

バックアップを１台） 

 

  

   第6.2.5－１表(1) 制御室（重大事故等

時）の設備仕様（2/8） 

b - 5 )精製建屋可搬型情報収集装置◇4  

台 数 ２（予備として故障時の

バックアップを１台） 

b - 6 )ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置◇4  

台 数 ２（予備として故障時の

バックアップを１台） 

b - 7 )高レベル廃液ガラス固化建屋可搬

型情報収集装置◇4  

台 数 ２（予備として故障時の

バックアップを１台） 

b - 8 )制御建屋可搬型情報収集装置◇4  

台 数 ２（予備として故障時の

バックアップを１台） 

b - 9 )使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬

型情報収集装置◇4  

台 数 ２（予備として故障時の

バックアップを１台） 

b - 1 0 )制御建屋可搬型情報表示装置◇4  

台 数 ２（予備として故障時の

バックアップを１台） 

b - 1 1 )使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可

搬型情報表示装置◇4  

台 数 ２（予備として故障時の

バックアップを１台） 
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   第6.2.5－１表(1) 制御室（重大事故等

時）の設備仕様（3/8） 

b - 1 2 )第１保管庫・貯水所可搬型情報

収集装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）

◇4  

台 数 ２（予備として故障時の

バックアップを１台） 

b - 1 3 )第２保管庫・貯水所可搬型情報

収集装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）

◇4  

台 数 ２（予備として故障時の

バックアップを１台） 

b - 1 4 )情報把握計装設備可搬型発電機

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）◇4  

台 数 ５（予備として故障時及

び待機除外時のバックアップを３台） 

2 .制御室換気設備 

a )代替制御建屋中央制御室換気設備 

i )可搬型重大事故等対処設備 

a - 1 ) 代替中央制御室送風機◇6  

台 数 ５（予備として故障時及

び待機除外時のバックアップを３台） 

容 量 約2,600ｍ３/h/台 

 

  

   第6.2.5－１表(1) 制御室（重大事故等

時）の設備仕様（4/8） 

a - 2 )制御建屋の可搬型ダクト◇6  

数 量 約300ｍ/式（予備として

故障時のバックアップを１式） 

b )制御建屋中央制御室換気設備 

i )常設重大事故等対処設備 

b - 1 )中央制御室送風機（「6.1.4.4.1 

中央制御室」と兼用）◇6  

台 数 ２ （うち予備１台） 

容 量 約11万ｍ３/h/台 

b - 2 )制御建屋の換気ダクト

（「6.1.4.4.1 中央制御室」と兼用)◇6  

系 統 １ 

c )代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備 

i )可搬型重大事故等対処設備 

c - 1 )代替制御室送風機◇6  

台 数 ３（予備として故障時及

び待機除外時のバックアップを２台） 

容 量 約2,600ｍ３／ｈ／台 

c - 2 )使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の可搬型ダクト◇6  

数 量 約300ｍ/式（予備として

故障時のバックアップを１式） 
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   第6.2.5－１表(1) 制御室（重大事故等

時）の設備仕様（5/8） 

d ) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備 

i )常設重大事故等対処設備 

d - 1 )制御室送風機（「6.1.4.4.2 使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室」と兼用）◇6  

台 数 ２（うち予備１台） 

容 量 約６万ｍ３/h/台 

 

  

   d - 2 )使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施

設の換気ダクト（「6.1.4.4.2 使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室」

と兼用）◇6  

系 統 １ 

3 .制御室照明設備 

a )中央制御室代替照明設備 

i )可搬型重大事故等対処設備 

a - 1 )可搬型代替照明◇1  

台 数 162（予備として故障時

及び待機除外時のバックアップを86台） 

b )使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備 

i )可搬型重大事故等対処設備 

b - 1 )可搬型代替照明◇1  

台 数 36（予備として故障時及

び待機除外時のバックアップを19台） 

 

  

   第6.2.5－１表 制御室（重大事故等時） 

の設備仕様（6/8） 

4 .制御室遮蔽設備 

a )中央制御室遮蔽 

i )常設重大事故等対処設備 

a - 1 )中央制御室遮蔽（「6.1.4.4.1 中

央制御室」と兼用)◇6  

外部遮蔽 厚さ 約1.0ｍ 以上 

材 料 コンクリート 

b )制御室遮蔽 

i )常設重大事故等対処設備 

b - 1 )制御室遮蔽（「6.1.4.4.2 使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室」と兼用)◇6  

外部遮蔽 厚さ 約1.0ｍ 以上 

材 料 コンクリート 
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   5 .制御室環境測定設備 

a )中央制御室環境測定設備 

i )可搬型重大事故等対処設備 

a - 1 )可搬型酸素濃度計◇1  

台 数 ３（予備として故障時及

び待機除外時のバックアップを２台） 

a - 2 )可搬型二酸化炭素濃度計◇1  

台 数 ３（予備として故障時及

び待機除外時のバックアップを２台） 

 

  

 

 

  第6.2.5－１表(1) 制御室（重大事故等

時）の設備仕様（7/8） 

a - 3 )可搬型窒素酸化物濃度計◇1  

台 数３（予備として故障時及

び待機除外時のバックアップを２台） 

b )使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備 

i )可搬型重大事故等対処設備 

b - 1 )可搬型酸素濃度計◇1  

台 数３（予備として故障時及

び待機除外時のバックアップを２台） 

b - 2 )可搬型二酸化炭素濃度計◇1  

台 数 ３（予備として故障時及

び待機除外時のバックアップを２台） 

b - 3 )可搬型窒素酸化物濃度計◇1  

台 数 ３（予備として故障時及

び待機除外時のバックアップを２台） 

6 .制御室放射線計測設備 

a )中央制御室放射線計測設備 

i )可搬型重大事故等対処設備 

a - 1 )ガンマ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）◇1  

台 数２（予備として故障時の

バックアップを１台） 

 

  

   第6.2.5－１表(1) 制御室（重大事故等

時）の設備仕様（8/8） 

a - 2 )アルファ・ベータ線用サーベイメ

ータ（ＳＡ）◇1  

台 数 ２（予備として故障時の

バックアップを１台） 

a - 3 )可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）◇1  

台 数 ２（予備として故障時の

バックアップを１台） 

b )使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備 

i )可搬型重大事故等対処設備 

b - 1 )ガンマ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）◇1  

台 数 ２（予備として故障時の

バックアップを１台） 
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   b - 2 )アルファ・ベータ線用サーベイメ

ータ（ＳＡ）◇1  

台 数 ２（予備として故障時の

バックアップを１台） 

b - 3 )可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）◇1  

台 数 ２（予備として故障時の

バックアップを１台） 

 

  

   第6.2.5－１表(2) 制御室（重大事故等

時）に関連する電気設備の概略仕様

(1/8） 

１．計測制御装置 

(１) 計測制御装置に関連する受電開閉設

備 

詳細は「第9.2－10表 常設重大事故等

対処設備及び可搬型重大事故等対処設備

の主要機器仕様」に記載する。◇7  

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．受電開閉設備◇3  

ｂ．受電変圧器◇3  

(２) 計測制御装置に関連する所内高圧系

統 

詳細は「第9.2－10表 常設重大事故等

対処設備及び可搬型重大事故等対処設備

の主要機器仕様」に記載する。◇7  

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．6.9kV非常用主母線◇3  

ｂ．6.9kV運転予備用主母線◇3  

ｃ．6.9kV常用主母線◇3  

ｄ．6.9kV非常用母線◇3  

ｅ．6.9kV運転予備用母線◇3  

ｆ．6.9kV常用母線◇3  

 

  

   第6.2.5－１表(2) 制御室（重大事故

時）に関連する電気設備の概略仕様

(2/8） 

(３) 計測制御装置に関連する所内低圧系

統 

詳細は「第9.2－10表 常設重大事故等

対処設備及び可搬型重大事故等対処設備

の主要機器仕様」に記載する。◇7  

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．460V非常用母線◇3  

ｂ．460V運転予備用母線◇3  

(４) 計測制御装置に関連する直流電源設

備 

詳細は「第9.2－10表 常設重大事故等

対処設備及び可搬型重大事故等対処設備

の主要機器仕様」に記載する。◇7  
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   ［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．第１非常用直流電源設備◇3  

ｂ．第２非常用直流電源設備◇3  

(５) 計測制御装置に関連する計測制御用

交流電源設備 

詳細は「第9.2－10表 常設重大事故等

対処設備及び可搬型重大事故等対処設備

の主要機器仕様」に記載する。◇7  

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．計測制御用交流電源設備◇3  

 

  

   第6.2.5－１表(2) 制御室（重大事故等

時）に関連する電気設備の概略仕様

(3/8） 

(６) 計測制御装置に関連する代替電源設

備 

詳細は「第9.2－10表 常設重大事故等

対処設備及び可搬型重大事故等対処設備

の主要機器仕様」に記載する。◇7  

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ．前処理建屋可搬型発電機◇3  

使用数量 １台 

容 量 約80kVA/台 

ｂ．分離建屋可搬型発電機◇3  

使用数量 １台 

容 量 約80kVA/台 

ｃ．制御建屋可搬型発電機◇3  

使用数量 １台 

容 量 約80kVA/台 

ｄ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型発電機◇3  

使用数量 １台 

容 量 約80kVA/台 

ｅ．高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

発電機◇3  

使用数量 １台 

容 量 約80kVA/台 

ｆ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設可搬型発電機◇3  

使用数量 １台 

容 量 約200kVA/台 
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   第6.2.5－１表(2) 制御室（重大事故等

時）に関連する電気設備の概略仕様

(4/8） 

(７) 計測制御装置に関連する代替所内電

気設備 

詳細は「第9.2－10表 常設重大事故等

対処設備及び可搬型重大事故等対処設備

の主要機器仕様」に記載する。◇7  

〔常設重大事故等対処設備〕 

ａ．前処理建屋の重大事故対処用母線

（常設分電盤，常設電源ケーブル）◇3  

使用数量 １系統 

ｂ．分離建屋の重大事故対処用母線（常

設分電盤，常設電源ケーブル）◇3  

使用数量 １系統 

ｃ．精製建屋の重大事故対処用母線（常

設分電盤，常設電源ケーブル）◇3  

使用数量 １系統 

ｄ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

の重大事故対処用母線（常設分電盤，常

設電源ケーブル）◇3  

使用数量 １系統 

ｅ．高レベル廃液ガラス固化建屋の重大

事故対処用母線（常設分電盤，常設電源

ケーブル）◇3  

使用数量 １系統 

〔可搬型重大事故等対処設備〕 

ｆ．前処理建屋の可搬型電源ケーブル◇3  

使用数量 約190ｍ×３本 

ｇ．分離建屋の可搬型電源ケーブル◇3  

使用数量 約170ｍ×３本 

 

  

   第6.2.5－１表(2) 制御室（重大事故等

時）に関連する電気設備の概略仕様

(5/8） 

ｈ．精製建屋の可搬型電源ケーブル◇3  

使用数量 約200ｍ×３本 

ｉ．制御建屋の可搬型電源ケーブル◇3  

使用数量 約350ｍ×３本 

ｊ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

の可搬型電源ケーブル◇3  

使用数量 約160ｍ×３本 

ｋ．高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬

型電源ケーブル◇3  

使用数量 約470ｍ×３本 

ｌ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型電源ケーブル◇3  

使用数量 約120ｍ×３本 
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   第6.2.5－１表(2) 制御室（重大事故等

時）に関連する電気設備の概略仕様

(6/8） 

２．制御室換気設備 

(１) 制御室換気設備に関連する受電開閉

設備 

詳細は「第9.2－10表 常設重大事故等

対処設備及び可搬型重大事故等対処設備

の主要機器仕様」に記載する。◇7  

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．受電開閉設備◇3  

ｂ．受電変圧器◇3  

(２) 制御室（重大事故時）に関連する所

内高圧系統 

詳細は「第9.2－10表 常設重大事故等対

処設備及び可搬型重大事故等対処設備の

主要機器仕様」に記載する。◇7  

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．6.9kV非常用主母線◇3  

ｂ．6.9kV常用主母線◇3  

(３) 制御室換気設備に関連する所内低圧

系統 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．460V非常用母線◇3  

 

  

   第6.2.5－１表(2) 制御室（重大事故等

時）に関連する電気設備の概略仕様

(7/8） 

(４) 制御室換気設備に関連する代替電源

設備 

詳細は「第9.2－10表 常設重大事故等

対処設備及び可搬型重大事故等対処設備

の主要機器仕様」に記載する。◇7  

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ．制御建屋可搬型発電機◇3  

使用数量 １台 

容 量 約80kVA/台 

ｂ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設可搬型発電機◇3  

使用数量 １台 

容 量 約200kVA/台 

(５) 制御室換気設備に関連する代替所内

電気設備 

詳細は「第9.2－10 表 常設重大事故

等対処設備及び可搬型重大事故等対処設

備の主要機器仕様」に記載する。）◇7  
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   ［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ．制御建屋の可搬型分電盤◇3  

使用数量 １面 

ｂ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型分電盤◇3  

使用数量 １面 

ｃ．制御建屋の可搬型電源ケーブル◇3  

使用数量 約50ｍ×３本 

 

  

   第6.2.5－１表(2) 制御室（重大事故等

時）に関連する電気設備の概略仕様

(8/8） 

ｄ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型電源ケーブル◇3  

使用数量 約120ｍ×３本 

 

  

   第6.2.5－１表(3) 制御室（重大事故等

時）に関連する補機駆動用燃料補給設備

の概略仕様（1/2） 

１．計測制御装置 

(１) 計測制御装置に関連する補機駆動用

燃料補給設備 

詳細は「第9.14－１表 補機駆動用燃

料補給設備の設備仕様」に記載する。◇7  

［可搬型重大事故等対処設備] 

ｃ．軽油用タンクローリ◇3  

使用数量 ４台 

 

  

   第6.2.5－１表(3) 制御室（重大事故等

時）に関連する補機駆動用燃料補給設備

の概略仕様（2/2） 

２．制御室換気設備 

(１) 制御室換気設備に関連する補機駆動

用燃料補給設備 

詳細は「第9.14－１表 補機駆動用燃

料補給設備の設備仕様」に記載する。◇7  

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．第１軽油貯槽◇3  

使用数量 ４基 

容 量 約100ｍ３/基 

ｂ．第２軽油貯槽◇3  

使用数量 ４基 

容 量 約100ｍ３/基 

［可搬型重大事故等対処設備] 

ｃ．軽油用タンクローリ◇3  

使用数量 ４台 
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   1.9.44 中央制御室 

（制御室） 

第四十四条 第二十条第一項の規定によ

り設置される制御室には、重大事故が発

生した場合においても運転員がとどまる

ために必要な設備を設けなければならな

い。 

（解釈） 

１ 第４４条に規定する「運転員がとど

まるために必要な設備」とは、以下に掲

げる措置又はこれらと同等以上の効果を

有する措置を講じた設備をいう。 

一 制御室用の電源(空調、照明他)は、

代替電源設備からの給電を可能とするこ

と。 

二 重大事故が発生した場合の制御室の

居住性について、以下に掲げる要件を満

たすものをいう。 

① 本規程第２８条に規定する重大事故

対策のうち、制御室の運転員の被ばくの

観点から結果が も厳しくなる事故を想

定すること。 

② 運転員はマスクの着用を考慮しても

良い。ただし、その場合は、実施のため

の体制を整備すること。 

③ 交代要員体制を考慮しても良い。た

だし、その場合は、実施のための体制を

整備すること。 

④ 判断基準は、運転員の実効線量が７

日間で１００mSvを超えないこと。 

三 制御室の外側が放射性物質により汚

染したような状況下において、制御室へ

の汚染の持込みを防止するため、モニタ

リング及び作業服の着替え等を行うため

の区画を設けること。 

 

  

   

 

適合のための設計方針 

重大事故等が発生した場合において

も，制御室にとどまる実施組織要員の実

効線量が７日間で100ｍＳｖを超えず，

当該重大事故等に対処するために適切な

措置が講じられるよう，次に掲げる実施

組織要員が制御室にとどまるために必要

な重大事故等対処施設を設ける設計とす

る。◇1  

○230（P3へ） 
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第１項について 

重大事故等が発生した場合（有毒ガス

が発生した場合を含む。）においても実

施組織要員が制御室にとどまるために必

要な居住性を確保するための設備とし

て，代替制御建屋中央制御室換気設備，

制御建屋中央制御室換気設備

（「6.1.4.4.1中央制御室」と兼用），

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

制御室換気設備（「6.1.4.4.2使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室」

と兼用），中央制御室代替照明設備，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室代替照明設備，中央制御室遮蔽

（「6.1.4.4.1中央制御室」と兼用），

制御室遮蔽（「6.1.4.4.2使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室」と兼

用），中央制御室環境測定設備，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

環境測定設備，中央制御室放射線計測設

備，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室放射線計測設備を設ける設計

とする。◇1  

○231（P2へ） 

  

   代替制御建屋中央制御室換気設備及び

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備は，代替電源設備から給電可能

な設計とする。◇1  

○232（P44へ） 

  

   第二十条第一項の規定により設置され

る中央制御室は，とどまる実施組織要員

のマスクの着用及び交代要員体制を考慮

せずとも，実効線量が各重大事故の有効

性評価の対象としている事象のうち，中

央制御室においては も厳しい結果を与

える全交流動力電源の喪失を要因とする

「放射線分解により発生する水素による

爆発」と「冷却機能の喪失による蒸発乾

固」の重畳において，実施組織要員の実

効線量が７日間で100ｍＳｖを超えない

設計とする。◇1  

○233（P4へ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（122 / 122） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   

 

同様に，第二十条第一項の規定により

設置される使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室は，とどまる実施組織

要員のマスクの着用及び交代要員体制を

考慮せずとも,実効線量が各重大事故の

有効性評価の対象としている事象のう

ち， も厳しい結果をあたえる「臨界事

故」において，実施組織要員の実効線量

が７日間で100ｍＳｖを超えない設計と

する。◇1  

○234（P5へ） 

  

   制御室の外側が放射性物質により汚染

したような状況下において，制御室への

汚染の持込みを防止するため，作業服の

着替え，防護具の着装及び脱装，身体汚

染検査並びに除染作業ができる区画を設

ける設計とする。◇1  

○235（P12へ） 

○236（P13へ） 
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別紙１② 

第四十八条（制御室） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

制居

① 

制御室にとどまるために必要

な居住性の確保に関する内容 

技術基準規則（第 48 条）の要求事

項を受けている内容 
１項 － e 

制被

① 

実施組織要員の実効線量が７

日間で 100mSv を超えない設

計に関する内容 

技術基準規則（第 48 条）の要求事

項を受けている内容 
１項 － e 

制防

① 

制御室への汚染の持込み防止

に関する内容 

技術基準規則（第 48 条）の要求事

項を受けている内容 
１項 － e 

制計

① 
計測制御装置に関する内容 

制御室に設ける設備のうち、計測

制御装置に関する内容 

－ 

(第 47 条 1 項) 
－ e 

制換

① 
制御室換気設備に関する内容 

制御室換気設備が考慮すべき事項

のうち，技術基準規則（第 48 条）

の要求事項を受けている内容 

１項 － e 

制照

① 
制御室照明設備に関する内容 

制御室照明設備が考慮すべき事項

のうち，技術基準規則（第 48 条）

の要求事項を受けている内容 

１項 － e 

制遮

① 
制御室遮蔽設備に関する内容 

制御室遮蔽設備が考慮すべき事項

のうち，技術基準規則（第 48 条）

の要求事項を受けている内容 

１項 － e 

制環

① 

制御室環境測定設備に関する

内容 

制御室環境測定設備が考慮すべき

事項のうち，技術基準規則（第 48

条）の要求事項を受けている内容 

１項 － e 

制放

① 

制御室放射線計測設備に関す

る内容 

制御室放射線計測設備が考慮すべ

き事項のうち，技術基準規則（第

48 条）の要求事項を受けている内

容 

１項 － e 

制数

① 
個数及び容量に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 48 条）の設備として考慮す

べき特記事項。 

－ 

(36 条 1 項 1 号) 
－ c,e,f 

制条

① 
環境条件等に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 48 条）の設備として考慮す

べき特記事項。 

－ 

(36 条 1 項 2 号) 
－ a,b,c 

制試

① 

試験・検査性の確保に関する

内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 48 条）の設備として考慮す

べき特記事項。 

－ 

(36 条 1 項 4 号) 
－ d 
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制悪

① 

他設備への悪影響防止に関す

る内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 48 条）の設備として考慮す

べき特記事項。 

－ 

(36 条 1 項 6 号) 
－ d 

制可

保① 

可搬型重大事故等対処設備の

保管場所に関する内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 48 条）の設備として考慮す

べき特記事項。 

－ 

(36 条 3 項 4 号) 
－ d,g 

制可

機① 

可搬型重大事故等対処設備に

おける共通要因故障に関する

内容 

技術基準規則（第 36 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 48 条）の設備として考慮す

べき特記事項。 

－ 

(36 条 3 項 6 号) 
－ d,g 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  
他条文で展開する事項 

（第 47 条） 

第 47 条「計装設備」にて説明する内容であるため，記載し

ない。 
− 

□2  
他条文で展開する事項 

（第 46 条） 

第 46 条「電源設備」にて説明する内容であるため，記載し

ない。 
− 

□3  設備仕様 仕様表にて記載する。 f 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文又は添付書類内の記載と重複す

る内容であるため，記載しない。 
－ 

◇2  添付書類記載事項 
設工認申請書 添付書類に記載する事項のため，記載しな

い。 
c,d,e 

◇3  
他条文との重複記載 

（第 46 条電気設備関連） 

技術基準規則（第 48 条）以外の基本設計方針にて重複した

記載があることから，基本設計方針に記載しない。 
－ 

◇4  
他条文との重複記載 

（第 47 条計装設備関連） 

技術基準規則（第 48 条）以外の基本設計方針にて重複した

記載があることから，基本設計方針に記載しない。 
－ 

◇5  
第 36 条からの展開事項の基

本方針 

本条文にて第 36 条「重大事故等対処設備」に関連する設計

方針を展開しているが，基本方針については第 36 条「重大

事故等対処設備」の基本設計方針にて展開する。 

－ 

◇6  設備仕様 仕様表にて記載する。 f 

◇7  仕様表・図・表の呼び込み 
仕様表・図・表の呼び込み場所の記載であるため，基本設

計方針に記載しない。 
g 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 添付Ⅳ 耐震性に関する説明書 

b 添付Ⅵ－1－1－1 再処理施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書 
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c 添付Ⅵ－1－1－3－8 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

d 
添付Ⅵ－1－1－4 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健

全性に関する説明書 

e 添付Ⅵ－1－5 制御室及び緊急時対策所に関する説明書 

f 仕様表（設計条件及び仕様） 

g 

添付Ⅵ－2 再処理施設に関する図面 

【Ⅵ－2－1 構内配置図】 

【Ⅵ－2－3 系統図】 

【Ⅵ－2－4 配置図】 

【Ⅵ－2－5 構造図】 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十九条（監視測定設備）（1 / 93） 

 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
第四十九条 監視測定設備 

 

再処理施設には，重大事故等

が発生した場合に工場等及び

その周辺（工場等の周辺海域

を含む。）において，当該再

処理施設から放出される放射

性物質の濃度及び線量を監視

し，及び測定し，並びにその

結果を記録することができる

設備が設けられていなければ

ならない。①②③④ 

 

第２章 個別項目 

6. 放射線管理施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

 

 

 

 

 

 

   

２ 再処理施設には，重大事

故等が発生した場合に工場等

において，風向，風速その他

の気象条件を測定し，及びそ

の結果を記録することができ

る設備が設けられていなけれ

ばならない。⑤ 

 

 

事業許可基準規則 

第四十五条  再処理施設に

は，重大事故等が発生した場

合に工場等及びその周辺（工

場等の周辺海域を含む。）に

おいて再処理施設から放出さ

れる放射性物質の濃度及び線

量を監視し，及び測定し，並

びにその結果を記録すること

ができる設備を設けなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射線管理施設の設計に係る共通的

な設計方針については，第 1章 共通項

目の「1. 核燃料物質の臨界防止」，

「2. 地盤」，「3. 自然現象等」，

「5. 火災等による損傷の防止」，「6. 

再処理施設内における溢水による損傷

の防止」，「7. 再処理施設内における

化学薬品の漏えいによる損傷の防止」

及び「9. 設備に対する要求事項」に基

づくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｏ) 放射線管理施設 

再処理事業所には，放射線から放射線業

務従事者及び管理区域に一時的に立ち入

る者（以下「放射線業務従事者等」とい

う。）を防護するため，放射線業務従事

者の出入管理，汚染管理，除染等を行う

放射線管理施設を設け，放射線被ばくを

監視及び管理する設計とする。□1  

 

また，放射線管理に必要な情報として管

理区域における空間線量，空気中の放射

性物質の濃度及び床面等の放射性物質の

表面密度を，中央制御室及びその他該当

情報を伝達する必要がある場所に表示で

きる設備（安全機能を有する施設に属す

るものに限る。）を設ける設計とする。

□1  

 

 

   

【凡例】 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

紫字：ＤＢ設備に関する記載（比較対象外箇所） 

  ：発電炉との差異の理由 

  ：許可からの変更点等 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十九条（監視測定設備）（2 / 93） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  

放射線管理施設には，放射線から放射

線業務従事者及び管理区域に一時的に

立ち入る者（以下「放射線業務従事者

等」という。）を防護するため，放射

線業務従事者等の出入管理，汚染管

理，除染等を行うための放射線監視設

備，試料分析関係設備，出入管理関係

設備及び個人管理用設備を設置し，放

射線被ばくを監視及び管理する設計と

する。 

 

また，放射線管理に必要な情報として

管理区域における空間線量，空気中の

放射性物質の濃度及び床面等の放射性

物質の表面密度を，中央制御室その他

該当情報を伝達する必要がある場所に

表示できる設備（安全機能を有する施

設に属するものに限る。）を設ける設

計とするとともに，表示に係る運用を

保安規定に定めて管理する。 

 

放射線管理施設には，再処理施設の運

転時，停止時，運転時の異常な過渡変

化時及び設計基準事故時において，当

該再処理施設及びその境界付近におけ

る放射性物質の濃度及び放射線量を監

視し，及び測定し，並びに設計基準事

故時における迅速な対応のために必要

な情報を中央制御室その他当該情報を

伝達する必要のある場所に表示できる

設備（安全機能を有する施設に属する

ものに限る。）として，放射線監視設

備，試料分析関係設備及び環境管理設

備を設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｐ) 監視設備 

 再処理施設の運転時，停止時，運転時

の異常な過渡変化時及び設計基準事故時

において，当該再処理施設及びその境界

付近における放射性物質の濃度及び線量

を監視，測定し，並びに設計基準事故時

における迅速な対応のために必要な情報

を中央制御室その他当該情報を伝達する

必要がある場所に表示できる設備（安全

機能を有する施設に属するものに限

る。）を設ける設計とする。□1  

 

 モニタリングポスト及びダストモニタ

は，非常用所内電源系統に接続し，電源

復旧までの期間，電源を受電できる設計

とする。さらに，モニタリングポスト及

びダストモニタは，専用の無停電電源装

置を有し，電源切替時の短時間の停電時

に電源を受電できる設計とする。□1  

 

 また，モニタリングポスト及びダスト

モニタから測定したデータの伝送は，モ

ニタリングポスト及びダストモニタを設

置する場所から中央制御室及び緊急時対

策所間において有線系回線及び無線系回

線により多様性を有し，測定値は中央制

御室で監視，記録を行うことができる設

計とする。また，緊急時対策所でも監視

することができる設計とする。□1  

 

モニタリングポスト及びダストモニタ

は，その測定値が設定値以上に上昇した

場合，直ちに中央制御室に警報を発信す

る設計とする。□1  
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十九条（監視測定設備）（3 / 93） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   

 

重大事故等が発生した場合に再処理施設

から大気中へ放出される放射性物質の濃

度及び線量を監視し，及び測定し，並び

にその結果を記録するために必要な重大

事故等対処設備を設置及び保管する。①

-1,②-1,③-1,④-1 

 

 

重大事故等が発生した場合に敷地内にお

いて，風向，風速その他の気象条件を測

定し，及びその結果を記録するために必

要な重大事故等対処設備を設置及び保管

する。⑤-1 

 

重大事故等が発生し，モニタリングポス

ト及びダストモニタの電源が喪失した場

合に，代替電源から給電するために必要

な重大事故等対処設備を設置及び保管す

る。⑥-1 

 

放射線管理施設の重大事故等対処設備

は，放射線監視設備【①-2,②-2】，代

替モニタリング設備【①-3,②-3】，試

料分析関係設備【③-2】，代替試料分析

関係設備【③-3】，環境管理設備【④-

2,⑤-2】，代替放射能観測設備【④-

3】，代替気象観測設備【⑤-3】及び環

境モニタリング用代替電源設備【⑥-2】

で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 重大事故等対処設備 

8.2.1 概  要 

重大事故等が発生した場合に再処理施設

から大気中へ放出される放射性物質の濃

度及び線量を監視し，及び測定し，並び

にその結果を記録するために必要な重大

事故等対処設備を設置及び保管する。

◇1  

 

 

重大事故等が発生した場合に敷地内にお

いて，風向，風速その他の気象条件を測

定し，及びその結果を記録するために必

要な重大事故等対処設備を設置及び保管

する。◇1  

 

重大事故等が発生し，モニタリングポス

ト及びダストモニタの電源が喪失した場

合に，代替電源から給電するために必要

な重大事故等対処設備を設置及び保管す

る。◇1  

 

放射線管理施設の重大事故等対処設備

は，放射線監視設備，代替モニタリング

設備，試料分析関係設備，代替試料分析

関係設備，環境管理設備，代替放射能観

測設備，代替気象観測設備及び環境モニ

タリング用代替電源設備で構成する。

◇1  

 

監視測定に係る目的に基づく設備一覧表

及び対処の実施項目を第 8.2－１表及び

第 8.2－２表に示す。◇2  

 

監視測定設備の機器配置概要図を第 8.2

－１図～第 8.2－４図に示す。◇2  

 

代替モニタリング設備の系統概要図を第

8.2－５図及び第 8.2－６図に示す。◇2  

 

代替モニタリング設備及び代替気象観測

設備に係る可搬型データ伝送装置及び可

搬型データ表示装置の系統概要図を第

8.2－７図に示す。◇2  

 

代替モニタリング設備の可搬型排気モニ

タリング用発電機，可搬型環境モニタリ

ング用発電機，代替気象観測設備の可搬

型気象観測用発電機及び環境モニタリン

グ用代替電源設備の環境モニタリング用

  

 

 

 

 

 

①-1,②-1,③-1,④-1

（P17へ） 

 

 

 

 

 

 

⑤-1（P17へ） 

 

 

 

 

 

⑥-1（P17へ） 

 

 

①-2,3,②-2,3,③-

2,3,④-2,3,⑤-2,3,

⑥-2（P17へ） 

 

①-3,②-3（P38へ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
可搬型発電機と各負荷設備との接続時の

系統図を第 8.2－８図に示す。◇2  

 

 

放射線管理施設の重大事故等対処設備の

一部は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る。◇1  

 

8.2.2 設計方針 

代替モニタリング設備は，常設モニタリ

ング設備（モニタリングポスト等）が機

能喪失しても代替し得る十分な台数を配

備する設計とする。◇1  

 

(１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18 (１)

ａ．多様性，位置的分散」に示す。◇3  

 

ａ．常設重大事故等対処設備 

放射線監視設備のうち，内的事象を要因

として発生した場合に対処に用いる北換

気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）の排気モニタリング設備，北換気筒

（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒），使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

設備のダクト，代替モニタリング設備の

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の

ダクトの一部，環境モニタリング設備，

試料分析関係設備及び環境管理設備の気

象観測設備は，地震等により機能が損な

われる場合，代替設備による機能の確

保，修理等の対応により機能を維持する

設計とする。◇1  

 

また，放射線監視設備の環境モニタリン

グ設備は，森林火災発生時に消防車によ

る事前散水による延焼防止を図るととも

に代替設備により機能を損なわない設計

とする。◇4  

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

内的事象を要因として発生した場合に対

処に用いる環境管理設備の放射能観測車

は，地震等により機能が損なわれる場

合，代替設備による機能の確保，修理等

の対応により機能を維持する設計とす

る。◇1  

 

代替モニタリング設備のうち，主排気筒

をモニタリング対象とする可搬型排気モ
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ニタリング設備，可搬型排気モニタリン

グ用データ伝送装置，可搬型データ表示

装置及び可搬型排気モニタリング用発電

機は，放射線監視設備の主排気筒の排気

モニタリング設備と共通要因によって同

時にその機能が損なわれるおそれがない

ように，故障時バックアップを含めて必

要な数量を放射線監視設備の主排気筒の

排気モニタリング設備が設置される建屋

から 100ｍ以上の離隔距離を確保した外

部保管エリアに保管するとともに，主排

気筒管理建屋内及び制御建屋にも保管す

ることで位置的分散を図る。◇1  

 

主排気筒管理建屋内及び制御建屋内に保

管する場合は放射線監視設備の主排気筒

の排気モニタリング設備が設置される場

所と異なる場所に保管することで位置的

分散を図る。◇1  

 

代替モニタリング設備のうち，北換気筒

（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

をモニタリング対象とする可搬型排気モ

ニタリング設備及び可搬型排気モニタリ

ング用データ伝送装置は，放射線監視設

備の北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）の排気モニタリング設備と

共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないように，故障時バッ

クアップを含めて必要な数量を放射線監

視設備の北換気筒（使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設

備が設置される建屋から 100ｍ以上の離

隔距離を確保した複数の外部保管エリア

に分散して保管することで位置的分散を

図る。◇1  

 

代替試料分析関係設備は，試料分析関係

設備と共通要因によって同時にその機能

が損なわれるおそれがないように，故障

時バックアップを含めて必要な数量を試

料分析関係設備が設置される建屋から

100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保

管エリアに保管するとともに，主排気筒

管理建屋にも保管することで位置的分散

を図る。◇1  

 

代替モニタリング設備のうち，可搬型環

境モニタリング設備，可搬型環境モニタ

リング用データ伝送装置，可搬型環境モ

2514



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十九条（監視測定設備）（6 / 93） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ニタリング用発電機，代替放射能観測設

備，代替気象観測設備及び環境モニタリ

ング用代替電源設備は，放射線監視設備

の環境モニタリング設備又は環境管理設

備と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないように，故障時

バックアップを含めて必要な数量を放射

線監視設備の環境モニタリング設備及び

環境管理設備が設置される周辺監視区域

境界付近，環境管理建屋近傍及び再処理

施設の敷地内の露場から 100ｍ以上の離

隔距離を確保した複数の外部保管エリア

に分散して保管することで位置的分散を

図る。◇1  

 

代替モニタリング設備の可搬型建屋周辺

モニタリング設備は，放射線監視設備の

環境モニタリング設備と共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれが

ないように，故障時バックアップを含め

て必要な数量を放射線監視設備の環境モ

ニタリング設備が設置される周辺監視区

域境界付近から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した外部保管エリアに保管するとと

もに，制御建屋及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋にも保管することで位置的分散

を図る。◇1  

 

(２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18 (１)

ｂ．悪影響防止」に示す。◇◇3  

 

ａ．常設重大事故等対処設備 

放射線監視設備の主排気筒の排気モニタ

リング設備の排気サンプリング設備及び

代替モニタリング設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気設備のダクトは，弁等

の操作によって安全機能を有する施設と

して使用する系統構成から重大事故等対

処設備としての系統構成とすることによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。◇1  

 

放射線監視設備のうち，主排気筒の排気

モニタリング設備の排気筒モニタ，北換

気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）の排気モニタリング設備，北換気筒

（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒），環境モニタリング設備，試料分析

関係設備及び環境管理設備の気象観測設
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
備は，安全機能を有する施設として使用

する場合と同様に重大事故等対処設備と

して使用することにより，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。◇1  

 

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

屋外に保管する環境管理設備の放射線観

測車は，竜巻により飛来物とならないよ

う必要に応じて固縛等の措置をとること

で他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。◇1  

 

(３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18 (２) 

個数及び容量」に示す。◇◇3  

 

ａ．常設重大事故等対処設備 

 (ａ) 放射線監視設備 

主排気筒の排気モニタリング設備及び北

換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒）の排気モニタリング設備は，再処

理施設から放出される放射性物質の濃度

の監視，測定するために必要なサンプリ

ング量及び計測範囲に対して十分な容量

を有する設計とするとともに，主排気筒

管理建屋及び北換気筒管理建屋に２系列

を有する設計とする。◇1  

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する環境モニ

タリング設備は，周辺監視区域境界付近

において，放射性物質の濃度及び線量の

監視，測定するために必要なサンプリン

グ量及び計測範囲に対して十分な容量を

有する設計とするとともに，９台を有す

る設計とする。◇1  

 

(ｂ) 試料分析関係設備 

試料分析関係設備の放出管理分析設備

は，再処理施設から放出される放射性物

質の濃度を測定するために必要な計測範

囲に対して十分な容量を有する設計とす

るとともに，１台を有する設計とする。

◇1  

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する試料分析

関係設備の環境試料測定設備は，再処理

施設及びＭＯＸ燃料加工施設から放出さ

れる放射性物質の濃度を測定するために

必要な計測範囲に対して十分な容量を有
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
する設計とするとともに，１台を有する

設計とする。◇1  

 

(ｃ) 環境管理設備 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する環境管理

設備の気象観測設備は，敷地内において

風向，風速その他の気象条件を測定する

ために必要な計測範囲に対して十分な容

量を有する設計とするとともに，１台を

有する設計とする。◇1  

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

(ａ) 代替モニタリング設備 

可搬型排気モニタリング設備は，再処理

施設から放出される放射性物質の濃度の

監視，測定に必要なサンプリング量及び

計測範囲を有する設計とするとともに，

保有数は，必要数として２台，予備とし

て故障時のバックアップを２台の合計４

台以上を確保する。◇1  

 

可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置は，可搬型排気モニタリング設備の測

定値を衛星通信により中央制御室及び緊

急時対策所に伝送できる設計とするとと

もに，保有数は，必要数として２台，予

備として故障時のバックアップを２台の

合計４台以上を確保する。◇1  

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型排

気モニタリング用発電機は，可搬型排気

モニタリング設備，可搬型排気モニタリ

ング用データ伝送装置，代替試料分析関

係設備のうち，可搬型核種分析装置及び

可搬型トリチウム測定装置に給電できる

容量を有する設計とするとともに，保有

数は，必要数として１台，予備として故

障時及び点検保守による待機除外時のバ

ックアップを２台の合計３台以上を確保

する。◇1  

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型環

境モニタリング設備は，周辺監視区域に

おいて，放射性物質の濃度及び線量の監

視，測定に必要なサンプリング量及び計

測範囲を有する設計とするとともに，保

有数は，必要数として９台，予備として

故障時のバックアップを９台の合計 18

台以上を確保する。◇1  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型環

境モニタリング用データ伝送装置は，可

搬型環境モニタリング設備の測定値を衛

星通信により中央制御室及び緊急時対策

所に伝送できる設計とするとともに，保

有数は，必要数として９台，予備として

故障時のバックアップを９台の合計 18

台以上を確保する。◇1  

 

可搬型データ表示装置は，可搬型排気モ

ニタリング用データ伝送装置及び可搬型

環境モニタリング用データ伝送装置から

衛星通信により伝送される可搬型ガスモ

ニタ及び可搬型環境モニタリング設備の

測定値を指示できる設計とするととも

に，保有数は，必要数として１台，予備

として故障時のバックアップを１台の合

計２台以上を確保する。また，電源喪失

により保存した記録が失われないよう，

電磁的に記録，保存するとともに，必要

な容量を保存できる設計とする。◇1  

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型環

境モニタリング用発電機は，代替モニタ

リング設備のうち，可搬型環境モニタリ

ング設備及び可搬型環境モニタリング用

データ伝送装置に給電できる容量を有す

る設計とするとともに，保有数は，必要

数として９台，予備として故障時及び点

検保守による待機除外時のバックアップ

を 10台の合計 19台以上を確保する。◇1  

 

可搬型データ表示装置は，代替モニタリ

ング設備及び代替気象観測設備で同時に

要求される測定値又は観測値の表示機能

を有する設計とし，兼用できる設計とす

る。◇1  

 

可搬型建屋周辺モニタリング設備のガン

マ線用サーベイメータ（SA）は，建屋周

辺において，線量当量率を測定するため

の計測範囲を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数として８台，予備

として故障時のバックアップを８台の合

計 16台以上を確保する。◇1  

 

可搬型建屋周辺モニタリング設備の中性

子線用サーベイメータ（SA）は，建屋周

辺において，線量当量率を測定するため

の計測範囲を有する設計とするととも
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に，保有数は，必要数として２台，予備

として故障時のバックアップを２台の合

計４台以上を確保する。◇1  

 

可搬型建屋周辺モニタリング設備のアル

ファ・ベータ線用サーベイメータ（SA）

及び可搬型ダストサンプラ（SA）は，建

屋周辺において，空気中の放射性物質の

濃度を測定するためのサンプリング量及

び計測範囲を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数として３台，予備

として故障時のバックアップを３台の合

計６台以上を確保する。◇1  

 

(ｂ) 代替試料分析関係設備 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型試

料分析設備の可搬型放射能測定装置は，

再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設から

放出される放射性物質の濃度を測定でき

る計測範囲を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数として１台，予備

として故障時のバックアップを１台の合

計２台以上を確保する。◇1  

 

可搬型試料分析設備の可搬型トリチウム

測定装置は，再処理施設から放出される

放射性物質の濃度を測定できる計測範囲

を有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として１台，予備として故障

時のバックアップを１台の合計２台以上

を確保する。◇1  

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型試

料分析設備の可搬型核種分析装置は，再

処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設から放

出される放射性物質の濃度を測定できる

計測範囲を有する設計とするとともに，

保有数は，必要数として２台，予備とし

て故障時のバックアップを２台の合計４

台以上を確保する。◇1  

 

(ｃ) 環境管理設備 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する環境管理

設備の放射能観測車は，敷地内におい

て，空気中の放射性物質の濃度及び線量

を測定するために必要なサンプリング量

及び計測範囲に対して十分な容量を有す

る設計とするとともに，1 台を有する設

計とする。◇1  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
(ｄ) 代替放射能観測設備 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する代替放射

能観測設備は，敷地内において，空気中

の放射性物質の濃度及び線量を測定する

ために必要なサンプリング量及び計測範

囲を有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として１台，予備として故障

時のバックアップを１台の合計２台以上

を確保する。◇1  

 

 

 (ｅ) 代替気象観測設備 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型気

象観測設備は，敷地内において風向，風

速その他の気象条件を観測できる設計と

するとともに，保有数は，必要数として

１台，予備として故障時及び保守点検に

よる待機除外時のバックアップを２台の

合計３台以上を確保する。 ◇1  

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型気

象観測用データ伝送装置は，可搬型気象

観測設備の観測値を衛星通信により中央

制御室及び緊急時対策所に伝送できる設

計とするとともに，保有数は，必要数と

して１台，予備として故障時のバックア

ップを１台の合計２台以上を確保する。

◇1  

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型気

象観測用発電機は，可搬型気象観測設備

及び可搬型気象観測用データ伝送装置に

給電できる容量を有する設計とするとと

もに，保有数は，必要数として１台，予

備として故障時及び点検保守による待機

除外時のバックアップを２台の合計３台

以上を確保する。◇1  

 

可搬型データ表示装置は，可搬型気象観

測用データ伝送装置から衛星通信により

伝送される可搬型気象観測設備の観測値

を指示できる設計とするとともに，保有

数は，必要数として１台，予備として故

障時のバックアップを１台の合計２台以

上を確保する。また，電源喪失により保

存した記録が失われないよう，電磁的に

記録，保存するとともに，必要な容量を

保存できる設計とする。◇1  

 

可搬型風向風速計は，敷地内において風
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向，風速を測定できる設計とするととも

に，保有数は，必要数として１台，予備

として故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップを２台の合計３台以

上を確保する。◇1  

 

 (ｆ) 環境モニタリング用代替電源設

備 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する環境モニ

タリング用代替電源設備は，放射線監視

設備の環境モニタリング設備に給電でき

る容量を有する設計とするとともに，保

有数は，必要数として９台，予備として

故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップを 10台の合計 19台以上を

確保する。◇1  

 

(４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18 (３) 

環境条件等」に示す。◇3  

 

ａ．常設重大事故等対処設備  

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる主排気筒の排気モニタリング設備

の配管の一部は，「1.7.18 (5) 地震を

要因とする重大事故等に対する施設の耐

震設計」に基づく設計とすることでその

機能を損なわない設計とする。◇1  

 

放射線監視設備の主排気筒の排気モニタ

リング設備は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる主排気筒管理建屋及び制

御建屋に設置し，風（台風）等により機

能を損なわない設計とする。◇1  

 

環境管理設備の気象観測設備は，風（台

風），竜巻，積雪及び火山の影響に対し

て，風（台風）及び竜巻による風荷重，

積雪荷重及び降下火砕物による積載荷重

により機能を損なわない設計とする。

◇1  

 

放射線監視設備のうち，内的事象を要因

として発生した場合に対処に用いる北換

気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）の排気モニタリング設備，北換気筒

（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒），使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

設備のダクト，環境モニタリング設備，

代替モニタリング設備の使用済燃料受入
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れ・貯蔵建屋換気設備のダクトの一部，

試料分析関係設備及び環境管理設備の気

象観測設備は，地震等により機能が損な

われる場合，代替設備による機能の確

保，修理等の対応により機能を維持する

設計とする。◇1  

 

また，放射線監視設備の環境モニタリン

グ設備は森林火災発生時に消防車による

事前散水による延焼防止を図るとともに

代替設備により機能を損なわない設計と

する。◇4  

 

 

放射線監視設備，試料分析関係設備及び

環境管理設備の気象観測設備は内部発生

飛散物の影響を考慮し，主排気筒管理建

屋，北換気筒管理建屋，制御建屋，周辺

監視区域境界付近，分析建屋，環境管理

建屋及び再処理施設の敷地内の露場の内

部発生飛散物の影響を受けない場所に設

置することにより，機能を損なわない設

計とする。◇1  

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備  

代替モニタリング設備のうち，可搬型排

気モニタリング設備，可搬型排気モニタ

リング用データ伝送装置，可搬型データ

表示装置，可搬型排気モニタリング用発

電機，可搬型環境モニタリング設備，可

搬型環境モニタリング用データ伝送装

置，可搬型建屋周辺モニタリング設備及

び可搬型環境モニタリング用発電機は，

外部からの衝撃による損傷を防止できる

主排気筒管理建屋，制御建屋，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋，第１保管庫・貯水

所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風

（台風）等により機能を損なわない設計

とする。◇1  

 

代替試料分析関係設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる主排気筒管理

建屋，第１保管庫・貯水所及び第２保管

庫・貯水所に保管し，風（台風）等によ

り機能を損なわない設計とする。◇1  

 

環境管理設備の放射能観測車は，風（台

風）及び竜巻に対して，風（台風）及び

竜巻による風荷重を考慮し，当該設備の

転倒防止，固縛等の措置を講じて保管す
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る設計とする。◇1  

 

代替放射能観測設備，代替気象観測設備

及び環境モニタリング用代替電源設備

は，外部からの衝撃による損傷を防止で

きる第１保管庫・貯水所及び第２保管

庫・貯水所に保管し，風（台風）等によ

り機能を損なわない設計とする。◇1  

 

代替モニタリング設備のうち，可搬型デ

ータ表示装置及び可搬型建屋周辺モニタ

リング設備は，溢水量及び化学薬品の漏

えい量を考慮し，影響を受けない高さへ

の保管，被水防護及び被液防護する設計

とする。◇1  

 

代替モニタリング設備，代替試料分析関

係設備，代替放射能観測設備，代替気象

観測設備及び環境モニタリング用代替電

源設備は，内部発生飛散物の影響を考慮

し，主排気筒管理建屋，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋，制御建屋，第１保管庫・

貯水所及び第２保管庫・貯水所の内部発

生飛散物の影響を受けない場所に保管す

ることにより，機能を損なわない設計と

する。◇1  

 

可搬型排気モニタリング用発電機，可搬

型排気モニタリング用データ伝送装置，

可搬型環境モニタリング用データ伝送装

置，可搬型環境モニタリング用発電機，

可搬型気象観測用データ伝送装置，可搬

型気象観測用発電機及び環境モニタリン

グ用代替電源設備は，積雪及び火山の影

響に対して，積雪に対しては除雪する手

順を，火山の影響（降下火砕物による積

算荷重）に対しては除灰及び屋内へ配備

する手順を整備する。◇5  

 

(５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18 (４)

ａ．操作性の確保」に示す。◇3  

 

主排気筒の排気モニタリング設備，代替

モニタリング設備の可搬型排気モニタリ

ング設備及び代替モニタリング設備の使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダ

クトの一部は，コネクタに統一すること

により，速やかに，容易かつ確実に現場

での接続が可能な設計とする。◇1  
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主排気筒の排気モニタリング設備の排気

サンプリング設備及び代替モニタリング

設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

設備のダクトの一部は，通常時に使用す

る系統から速やかに切り替えることがで

きるよう，系統に必要な弁等を設ける設

計とし，それぞれ簡易な接続及び弁等の

操作により安全機能を有する施設の系統

から重大事故等対処設備の系統に速やか

に切り替えられる設計とする。◇1  

 

環境モニタリング用代替電源設備は，環

境モニタリング設備と容易かつ確実に接

続できるよう，ケーブルはボルト・ネジ

接続又はより簡便な接続方式を用いる設

計とする。◇1  

 

8.2.3 主要設備の仕様 

放射線管理施設の重大事故等対処設備の

主要設備の仕様を第 8.2－3 表に示す。

◇◇2  
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  チ．放射線管理施設の設備 

再処理施設の運転時，停止時，運転時の

異常な過渡変化時及び設計基準事故時に

おいて，再処理施設外へ放出する放射性

物質の濃度，周辺監視区域境界付近の放

射線等を監視するために，試料分析関係

設備として放出管理分析設備及び環境試

料測定設備を，放射線監視設備として排

気モニタリング設備，排水モニタリング

設備及び環境モニタリング設備を，環境

管理設備として放射能観測車を設ける。

□1  

 

環境モニタリング設備であるモニタリン

グポスト及びダストモニタについては，

設計基準事故時における迅速な対応のた

めに必要な情報を中央制御室及び緊急時

対策所に指示できる設計とする。□1  

 

モニタリングポスト及びダストモニタ

は，非常用所内電源系統に接続し，電源

復旧までの期間，電源を受電できる設計

とする。□1  

 

さらに，モニタリングポスト及びダスト

モニタは，専用の無停電電源装置を有

し，電源切替時の短時間の停電時に電源

を受電できる設計とする。□1  

 

モニタリングポスト及びダストモニタか

ら測定したデータの伝送は，モニタリン

グポスト及びダストモニタを設置する場

所から中央制御室及び緊急時対策所間に

おいて有線系回線及び無線系回線により

多様性を有し，測定値は中央制御室で監

視，記録を行うことができる設計とす

る。□1  

 

また，緊急時対策所でも監視することが

できる設計とする。モニタリングポスト

及びダストモニタは，その測定値が設定

値以上に上昇した場合，直ちに中央制御

室に警報を発信する設計とする。□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.4 系統構成及び主要設備 

(１) 系統構成◇1  
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放射線管理施設には，重大事故等が発

生した場合に再処理施設から大気中へ

放出される放射性物質の濃度及び線量

を監視し，及び測定し，並びにその結

果を記録するために必要な重大事故等

対処設備を設ける設計とする。①-1,②

-1,③-1,④-1 

 

 

放射線管理施設には，重大事故等が発

生した場合に敷地内において，風向，

風速その他の気象条件を測定し，及び

その結果を記録するために必要な重大

事故等対処設備を設ける設計とする。

⑤-1 

 

 

放射線管理施設には，重大事故等が発

生し，放射線監視設備のモニタリング

ポスト及びダストモニタの電源が喪失

した場合に，代替電源から電源を供給

するために必要な重大事故等対処設備

を設ける設計とする。⑥-1 

 

放射線管理施設の重大事故等対処設備

は，放射線監視設備【①-2,②-2】，代

替モニタリング設備【①-3,②-3】，試

料分析関係設備【③-2】，代替試料分

析関係設備【③-3】，環境管理設備

【④-2,⑤-2】，代替放射能観測設備

【④-3】，代替気象観測設備【⑤-3】

及び環境モニタリング用代替電源設備

【⑥-2】で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合に再処理施設

から大気中へ放出される放射性物質の濃

度及び線量を監視し，及び測定し，並び

にその結果を記録するために必要な重大

事故等対処設備を設置及び保管する。①

-1,②-1,③-1,④-1【①P38へ】 

 

 

 

重大事故等が発生した場合に敷地内にお

いて，風向，風速その他の気象条件を測

定し，及びその結果を記録するために必

要な重大事故等対処設備を設置及び保管

する。⑤-1 

 

 

 

重大事故等が発生し，モニタリングポス

ト及びダストモニタの電源が喪失した場

合に，代替電源から電源を供給するため

に必要な重大事故等対処設備を設置及び

保管する。⑥-1 

 

 

放射線管理施設の重大事故等対処設備

は，放射線監視設備【①-2,②-2】，代

替モニタリング設備【①-3,②-3】， 試

料分析関係設備【③-2】，代替試料分析

関係設備【③-3】，環境管理設備【④-

2,⑤-2】，代替放射能観測設備【④-

3】，代替気象観測設備【⑤-3】及び環

境モニタリング用代替電源設備【⑥-2】

で構成する。【②P38へ】 

 

放射線業務従事者等の放射線管理を確実

に行うとともに，周辺環境における線量

当量等を監視するため，以下の設備を設

ける。□1  

中央制御室については，「ヘ．(４) 

(ⅰ) 制御室等」に，緊急時対策所につ

いては，「リ．(４) (ⅸ) 緊急時対策

所」に，非常用所内電源系統について

は，「リ．(１) (ⅰ) 電気設備」に記

載する。□1  

 

 (１) 屋内管理用の主要な設備の種類 

(ⅰ) 出入管理関係設備 

放射線業務従事者等の管理区域の出入管

 

 

 

重大事故等が発生した場合に再処理施設

から大気中へ放出される放射性物質の濃

度及び線量を監視し，及び測定し，並び

にその結果を記録できるようにするた

め，放射線監視設備，代替モニタリング

設備，試料分析関係設備，代替試料分析

関係設備，環境管理設備の放射能観測車

及び代替放射能観測設備を使用する。

◇1  

重大事故等が発生した場合に敷地内の風

向，風速その他の気象条件を測定し，及

びその結果を記録できるようにするた

め，環境管理設備の気象観測設備及び代

替気象観測設備を使用する。◇1  

 

 

 

常設モニタリング設備（モニタリングポ

スト等）への給電を可能とするため，環

境モニタリング用代替電源設備を使用す

る。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主排気筒の排気モニタリング設備及び放

出管理分析設備は，「7.2.2.1 代替換気

設備」，「7.2.2.2 廃ガス貯留設備」

としても使用する。◇6  

 

可搬型排気モニタリング設備，可搬型排

気モニタリング用データ伝送装置，可搬

型データ表示装置，可搬型排気モニタリ

ング用発電機及び可搬型試料分析設備

は，「7.2.2.1 代替換気設備」としても

使用する。◇6  

 

放射線監視設備は，主排気筒の排気モニ

タリング設備，北換気筒（使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリ

ング設備，北換気筒（使用済燃料受入

1.1  放射線管理用計測装置 

（設計基準の設備に係る記載のため中
略） 
重大事故等が発生した場合に発電所及び

その周辺（発電所の周辺海域を含む。）

において，発電用原子炉施設から放出さ

れる放射性物質の濃度及び放射線量を監

視し，及び測定し，並びにその結果を記

録するために，移動式周辺モニタリング

設備を保管する設計とする。 

重大事故等が発生した場合に発電所にお

いて，風向，風速その他の気象条件を測

定し，及びその結果を記録するために，

環境測定装置を保管する設計とする。 

重大事故等が発生し，当該重大事故等に

対処するために監視することが必要なパ

ラメータとして，原子炉格納容器内の放

射線量率，最終ヒートシンクの確保及び

使用済燃料プールの監視に必要なパラメ

ータを計測する装置を設ける設計とす

る。 

重大事故等が発生し，計測機器（非常用

のものを含む。）の故障により，当該重

大事故等に対処するために監視すること

が必要なパラメータを計測することが困

難となった場合において，当該パラメー

タを推定するために必要なパラメータを

計測する設備を設置する設計とする。 

重大事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータは，炉心損傷防止

対策及び格納容器破損防止対策等を成功

させるために必要な発電用原子炉施設の

状態を把握するためのパラメータとし，

計測する装置は「表 1  放射線管理施設

の主要設備リスト」のプロセスモニタリ

ング設備に示す重大事故等対処設備，エ

リアモニタリング設備のうち使用済燃料

プールエリア放射線モニタ（低レン

ジ），使用済燃料プールエリア放射線モ

ニタ（高レンジ）とする。 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止

対策等を成功させるために必要な発電用

原子炉施設の状態を把握するためのパラ

メータを計測する装置は，設計基準事故

等に想定される変動範囲の最大値を考慮

し，適切に対応するための計測範囲を有

する設計とするとともに，重大事故等が

発生し，当該重大事故等に対処するため

に監視することが必要な原子炉格納容器

の線量当量率等のパラメータの計測が困

難となった場合に，代替パラメータによ

 

 

 

 

 

 

 

 

①-1,②-1,③-1,④-1

（P3から） 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-1（P3から） 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-1（P3から） 

 

 

 

 

 

 

①-2,3,②-2,3,③-

2,3,④-2,3,⑤-2,3,

⑥-2（P3から） 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉は，代替電源を非常

用電源設備の基本設計方針

で記載しているのに対し，

再処理施設の事業変更許可

では，放射線管理施設に係

る代替電源は自条文で説明

しているため。 

【許可からの変更点】 

モニタリングポスト及びダ

ストモニタの設備階層を示

すために記載した。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。（以下同

じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の基本設計方針では設備構成

を説明していないが，再処理施設は

事業変更許可の記載を踏襲し，設備

構成としての一文を追加しているた

め。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故等に対処するためのパラメ

ータ及び監視については，当社では

再処理施設の技術基準規則第四十七

条の基本設計方針に記載するため。 
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6.1 放射線監視設備 

放射線監視設備は，屋内モニタリング

設備，屋外モニタリング設備及び放射

線サーベイ機器で構成する。 

 

 

 

 

 

理のための出入管理設備並びに汚染管理

及び除染のための汚染管理設備を設け

る。□1  

 

北換気筒管理建屋は，再処理施設用と廃

棄物管理施設用の排気モニタリング設備

をそれぞれ設置する設計とするため，

「再処理規則」及び「核燃料物質又は核

燃料物質によって汚染された物の廃棄物

管理の事業に関する規則」に基づき管理

区域を設定する。管理区域への出入管理

に用いる出入管理設備は廃棄物管理施設

と共用し，共用によって再処理施設の安

全性を損なわない設計とする。□1  

 

(ⅱ) 試料分析関係設備 

作業環境，設備及び物品の放射線管理用

試料の放射能を測定するため，放射能測

定設備を備える。□1  

 

(ⅲ) 放射線監視設備 

管理区域の主要箇所の放射線レベル又は

放射能レベルを監視するための屋内モニ

タリング設備として，エリアモニタ，ダ

ストモニタ及び臨界警報装置を設ける。

また，放射線サーベイに使用する放射線

サーベイ機器を備える。□1  

 

(ⅳ) 個人管理用設備 

放射線業務従事者等の線量評価のため，

個人線量計及びホールボディカウンタを

備える。□1  

 

個人線量計及びホールボディカウンタ

は，再処理施設，ＭＯＸ燃料加工施設及

び廃棄物管理施設の放射線業務従事者等

の線量評価のための設備であり，ＭＯＸ

燃料加工施設及び廃棄物管理施設と共用

し，共用によって再処理施設の安全性を

損なわない設計とする。□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れ・貯蔵建屋換気筒），使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気設備のダクト及び環境

モニタリング設備で構成する。◇1  

 

代替モニタリング設備は，可搬型排気モ

ニタリング設備，可搬型排気モニタリン

グ用データ伝送装置，可搬型データ表示

装置，可搬型排気モニタリング用発電

機，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設

備のダクトの一部，可搬型環境モニタリ

ング設備，可搬型環境モニタリング用デ

ータ伝送装置，可搬型建屋周辺モニタリ

ング設備，可搬型環境モニタリング用発

電機及び監視測定用運搬車で構成する。

◇1  

 

試料分析関係設備は，放出管理分析設備

及び環境試料測定設備で構成する。 ◇1  

 

 

代替試料分析関係設備は，可搬型試料分

析設備で構成する。◇1  

 

環境管理設備は，放射能観測車及び気象

観測設備で構成する。◇1  

 

代替放射能観測設備は，可搬型放射能観

測設備で構成する。◇1  

 

代替気象観測設備は，可搬型気象観測設

備，可搬型気象観測用データ伝送装置，

可搬型データ表示装置，可搬型風向風速

計，可搬型気象観測用発電機及び監視測

定用運搬車で構成する。◇1  

 

環境モニタリング用代替電源設備は，環

境モニタリング用可搬型発電機及び監視

測定用運搬車で構成する。◇1  

 

代替モニタリング設備，代替試料分析関

係設備，代替放射能観測設備，代替気象

観測設備，環境モニタリング用代替電源

設備を可搬型重大事故等対処設備として

配備する。◇1  

 

放射線監視設備，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋換気設備のダクト，試料分析関係

設備，環境管理設備の気象観測設備を常

設重大事故等対処設備として位置付け

り推定ができる設計とする。 

また，重大事故等時に設計基準を超える

状態における発電用原子炉施設の状態を

把握するための能力（計測可能範囲）を

明確にするとともに，パラメータの計測

が困難となった場合の代替パラメータに

よる推定等，複数のパラメータの中から

確からしさを考慮した優先順位を保安規

定に定めて管理する。 

原子炉格納容器内の放射線量率等想定さ

れる重大事故等の対応に必要となるパラ

メータは，計測又は監視できる設計とす

る。また，計測結果は中央制御室に指示

又は表示し，記録できる設計とする。 

重大事故等の対応に必要となるパラメー

タは，安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）のうち緊急時対策支援システム

伝送装置にて電磁的に記録，保存し，電

源喪失により保存した記録が失われない

とともに帳票が出力できる設計とする。

また，記録は必要な容量を保存できる設

計とする。 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止

対策等を成功させるために必要な発電用

原子炉施設の状態を把握するためのパラ

メータを計測する装置の電源は，非常用

交流電源設備又は非常用直流電源設備の

喪失等により計器電源が喪失した場合に

おいて，代替電源設備として常設代替交

流電源設備，可搬型代替交流電源設備，

所内常設直流電源設備，常設代替直流電

源設備又は可搬型代替直流電源設備を使

用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故等に対処するためのパラメ

ータ及び監視については，当社では

再処理施設の技術基準規則第四十七

条の基本設計方針に記載するため。 
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 る。◇1  

 

 

また，環境管理設備の放射能測定車を可

搬型重大事故等対処設備として位置付け

る。◇1  

 

設計基準対象の施設と兼用する電気設備

の一部である受電開閉設備等を常設重大

事故等対処設備として位置付ける。◇1  

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽

油貯槽を常設重大事故等対処設備として

設置する。◇1  

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽

油用タンクローリを可搬型重大事故等対

処設備として配備する。◇1  

 

代替電源設備の一部である使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機を

可搬型重大事故等対処設備として配備す

る。◇1  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  (２) 屋外管理用の主要な設備の種類 

(ⅰ) 試料分析関係設備 

気体廃棄物及び液体廃棄物の放出に係る

試料の分析及び放射能測定を行うため，

放出管理分析設備を備える。また，周辺

監視区域境界付近で採取した試料の放射

能測定を行うため，環境試料測定設備を

備える。□1  

環境試料測定設備は，再処理施設及びＭ

ＯＸ燃料加工施設の周辺監視区域境界付

近で採取した試料の放射能測定を行うた

めの設備であり，周辺監視区域が同一の

区域であることから，ＭＯＸ燃料加工施

設と環境試料測定設備の一部を共用し，

共用によって再処理施設の安全性を損な

わない設計とする。□1  

 

重大事故等時において，再処理施設外へ

放出する放射性物質の濃度及び周辺監視

区域境界付近の空気中の放射性物質の濃

度を測定するため，試料分析関係設備を

常設重大事故等対処設備として位置付け

る。③-4【③P60へ】 

 

設計基準対象の施設と兼用する電気設備

の一部である受電開閉設備等を常設重大

事故等対処設備として位置付ける。□3  

 

 

試料分析関係設備の常設重大事故等対処

設備に給電するための，受電開閉設備，

所内高圧系統，所内低圧系統について

は，「リ． (１)(ⅰ) 電気設備」に示

す。□3  

 

試料分析関係設備は，放出管理分析設備

及び環境試料測定設備で構成し，重大事

故等時において，捕集した試料の放射性

よう素，粒子状放射性物質，炭素－14

及びトリチウムの濃度を測定できる設計

とする。③-5【⑥P61へ】 

 

重大事故等時において，試料分析関係設

備が機能喪失した場合に，その機能を代

替する代替試料分析関係設備を可搬型重

大事故等対処設備として配備する。③-6 

【⑦P63へ】 

 

代替試料分析関係設備は，可搬型試料分

析設備で構成する。③-7【⑧P63へ】 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  重大事故等時において，環境試料測定設

備及び可搬型試料分析設備の一部は，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設と共用する。⑧-1

【⑨P61,63へ】 

重大事故等時において，共用する環境試

料測定設備及び可搬型試料分析設備の一

部は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施

設における重大事故等対処を考慮し，共

用によって重大事故時の対処に影響を及

ぼさない設計とする。⑧-2 

【⑩P61,64へ】 

 

内的事象を要因として発生した場合に対

処に用いる試料分析関係設備は，自然現

象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，

火災及び内部発生飛散物に対して代替設

備による機能の確保，修理の対応等によ

り重大事故等に対処するための機能を損

なわない設計とする。⑩-1【⑪P61へ】 

 

代替試料分析関係設備は，試料分析関係

設備と共通要因によって同時にその機能

が損なわれるおそれがないように，故障

時バックアップを含めて必要な数量を試

料分析関係設備が設置される建屋から

100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保

管エリアに保管するとともに，主排気筒

管理建屋にも保管することで位置的分散

を図る。⑦-1【⑫P64へ】 

 

試料分析関係設備は，安全機能を有する

施設として使用する場合と同様に重大事

故等対処設備として使用することによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。⑧-3【⑬P61へ】 

 

試料分析関係設備の放出管理分析設備

は，再処理施設から放出される放射性物

質の濃度を測定するために必要な計測範

囲に対して十分な容量を有する設計とす

るとともに，１台【□2 】を有する設計と

する。⑨-1【⑭P62へ】 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する試料分析

関係設備の環境試料測定設備は，再処理

施設及びＭＯＸ燃料加工施設から放出さ

れる放射性物質の濃度を測定するために

必要な計測範囲に対して十分な容量を有

する設計とするとともに，１台【□2 】を

有する設計とする。⑨-2【⑮P62へ】 

   

2530



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十九条（監視測定設備）（22 / 93） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型試

料分析設備の可搬型放射能測定装置は，

再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設から

放出される放射性物質の濃度を測定でき

る計測範囲を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数として１台，

【□2 】予備として故障時のバックアップ

を１台【□2 】の合計２台【□2 】以上を確

保する。⑨-3【⑯P64へ】 

 

可搬型試料分析設備の可搬型トリチウム

測定装置は，再処理施設から放出される

放射性物質の濃度を測定できる計測範囲

を有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として１台，【□2 】予備とし

て故障時のバックアップを１台【□2 】の

合計２台【□2 】以上を確保する。⑨-4

【⑰P64へ】 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型試

料分析設備の可搬型核種分析装置は，再

処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設から放

出される放射性物質の濃度を測定できる

計測範囲を有する設計とするとともに，

保有数は，必要数として２台，【□2 】予

備として故障時のバックアップを２台

【□2 】の合計４台【□2 】以上を確保す

る。⑨-5【⑱P64へ】 

 

代替試料分析関係設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる主排気筒管理

建屋，第１保管庫・貯水所及び第２保管

庫・貯水所に保管し，風（台風）等によ

り機能を損なわない設計とする。⑩-2

【⑲P65へ】 

 

試料分析関係設備は内部発生飛散物の影

響を考慮し，分析建屋及び環境管理建屋

の内部発生飛散物の影響を受けない場所

に設置することにより，機能を損なわな

い設計とする。⑩-3【⑳P62へ】 

 

代替試料分析関係設備は内部発生飛散物

の影響を考慮し，主排気筒管理建屋，第

１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水

所の内部発生飛散物の影響を受けない場

所に保管することにより，機能を損なわ

ない設計とする。⑩-4【㉑P65へ】 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   

試料分析関係設備及び代替試料分析関係

設備は，再処理施設の運転中又は停止中

に校正，機能の確認，性能の確認及び外

観の確認が可能な設計とする。⑫ -1

【㉒P62,65へ】 

 

   

   

(ａ) 主要な設備 

 (イ) 試料分析関係設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

放出管理分析設備（設計基準対象の施設

と兼用） 

放射能測定装置（ガスフローカウンタ） 

１ 台 □2  

放射能測定装置（液体シンチレーション

カウンタ） 

１ 台 □2  

核種分析装置 

１ 台 □2  

 

環境試料測定設備（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用）（設計基準対象の施設と兼用） 

核種分析装置 

１ 台  □2  

 

(ロ) 代替試料分析関係設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型試料分析設備 

可搬型放射能測定装置（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用） 

２ 台（予備として故障時のバックア

ップを１台） □2  

可搬型核種分析装置（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用） 

４ 台（予備として故障時のバックア

ップを２台） □2  

可搬型トリチウム測定装置 

２ 台（予備として故障時のバックア

ップを１台） □2  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 6.1.1 屋内モニタリング設備 

再処理施設内の主要箇所の放射線レベ

ル又は放射能レベルを監視するための

屋内モニタリング設備として，エリア

モニタ，ダストモニタ及び臨界警報装

置を設置する設計とする。 

エリアモニタ及びダストモニタの測

定値は，中央制御室において指示及び

記録するとともに，放射線レベル又は

放射能レベルがあらかじめ設定した値

を超えた場合に，中央制御室及び必要

な箇所において警報を発する設計とす

る。 

エリアモニタ及びダストモニタの測

定値は，緊急時対策所においても指示

する設計とする。 

また，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室においても当該施設

に係るエリアモニタ及びダストモニタ

の測定値の指示及び記録を行い，放射

線レベル又は放射能レベルがあらかじ

め設定した値を超えた場合に，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室において警報を発する設計とする。 

臨界警報装置は，放射線レベルがあら

かじめ設定した値を超えた場合に，中

央制御室及び必要な箇所において警報

を発する設計とする。 

分析建屋のダストモニタの一部は，

六ヶ所保障措置分析所と共用する。 

分析建屋のダストモニタの一部は，

六ヶ所保障措置分析所と共用するが，

分析建屋及び六ヶ所保障措置分析所の

空気中の放射性物質の捕集に必要な容

量を確保する設計とすることで，共用

によって再処理施設の安全性を損なわ

ない設計とする。 

 

6.1.2 屋外モニタリング設備 

屋外モニタリング設備は，排気モニタ

リング設備，排水モニタリング設備及

び環境モニタリング設備で構成する。 

 

6.1.2.1 排気モニタリング設備 

再処理施設から放出される放射性物

質の濃度を監視するための排気モニタ

リング設備として，主排気筒ガスモニ

タ，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒ガスモニタ，排気サンプリング設備

及び冷却空気出口シャフトモニタを設

置する設計とする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 エリアモニタリング設備 

（設計基準の設備に係る記載のため中
略） 
重大事故等時に使用済燃料プールの監視

設備として，使用済燃料プールエリア放

射線モニタ（低レンジ）及び使用済燃料

プールエリア放射線モニタ（高レンジ）

を設け，想定される重大事故等により変

動する可能性のある範囲にわたり測定可

能な設計とする。また，計測結果は中央

制御室に表示し，記録及び保存できる設

計とする。 

使用済燃料プールエリア放射線モニタ

（低レンジ）及び使用済燃料プールエリ

ア放射線モニタ（高レンジ）は，常設代

替直流電源設備又は可搬型代替直流電源

設備から給電が可能な設計とする。 

 

エリアモニタリング設備のうち緊急時対

策所に設ける緊急時対策所エリアモニタ

は，重大事故等時に緊急時対策所内への

希ガス等の放射性物質の侵入を低減又は

防止するための確実な判断ができるよう

放射線量を監視，測定し，計測結果を記

録及び保存できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故等に対処するためのプール

エリア放射線モニタについては，当

社では再処理施設の技術基準規則第

四十七条の基本設計方針に記載する

ため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故等に対処するための緊急時

対策所エリアモニタについては，当

社では再処理施設の技術基準規則第

五十条の基本設計方針に記載するた

め。 

2533



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十九条（監視測定設備）（25 / 93） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
主排気筒ガスモニタ及び排気サンプ

リング設備（主排気筒）は，主排気筒

管理建屋に収納する。 

主排気筒管理建屋は，地上１階の建

物とする設計とする。 

主排気筒ガスモニタ及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタの

測定値は，中央制御室において指示及

び記録するとともに，放射能レベルが

あらかじめ設定した値を超えた場合

に，中央制御室において警報を発する

設計とする。 

主排気筒ガスモニタ及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタの

測定値は，緊急時対策所においても指

示する設計とする。 

また，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室においても使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

の測定値を指示及び記録するととも

に，放射能レベルがあらかじめ設定し

た値を超えた場合に，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室におい

ても警報を発する設計とする。 

排気サンプリング設備は，主排気

筒，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒，使用済燃料輸送容器管理建屋換気

筒，ハル・エンドピース及び第 1ガラス

固化体貯蔵建屋換気筒並びに低レベル

廃棄物処理建屋換気筒から放出される

排気中の放射性物質を連続的に捕集す

る設計とする。 

冷却空気出口シャフトには，冷却空

気出口シャフトモニタを設け，排気口

から放出される放射性希ガスを監視す

る設計とする。冷却空気出口シャフト

モニタの測定値は，中央制御室におい

て指示及び記録するとともに，放射能

レベルがあらかじめ設定した値を超え

た場合に，中央制御室において警報を

発する設計とする。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
   

 (ⅱ) 放射線監視設備 

再処理施設外へ放出する放射性物質の濃

度並びに周辺監視区域境界付近の空間放

射線量率及び空気中の放射性物質の濃度

を監視するための屋外モニタリング設備

として，排気モニタリング設備，排水モ

ニタリング設備及び環境モニタリング設

備を設ける。□1  

排気モニタリング設備のうち，主排気筒

の排気筒モニタ及び排気サンプリング設

備は，主排気筒管理建屋に収納する。□1  

 

主排気筒管理建屋の主要構造は，鉄筋コ

ンクリート造で，地上１階，建築面積約

300ｍ２の建物である。□1  

主排気筒管理建屋機器配置概要図を第

183図に示す。□1  

環境モニタリング設備は，モニタリング

ポスト，ダストモニタ及び積算線量計で

構成し，周辺監視区域境界付近に設け

る。□1  

モニタリングポスト及びダストモニタ

は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設

の周辺監視区域境界付近の空間放射線量

率及び空気中の放射性物質の濃度の測定

を行うための設備であり，周辺監視区域

が同一の区域であることから，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用し，共用によって再処

理施設の安全性を損なわない設計とす

る。□1  

また，積算線量計は，再処理施設，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設及び廃棄物管理施設の周

辺監視区域付近の空間放射線量測定のた

めの設備であり，周辺監視区域が同一の

区域であることからＭＯＸ燃料加工施設

及び廃棄物管理施設と共用し，共用によ

って再処理施設の安全性を損なわない設

計とする。□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 主要設備◇1  

ａ．放射線監視設備 
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重大事故等時において，排気モニタリ

ング設備のうち主排気筒ガスモニタ，

排気サンプリング設備（主排気筒），

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガ

スモニタ及び排気サンプリング設備

（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒），北換気筒（使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒）並びに使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトを

【①-5】常設重大事故等対処設備とし

て位置付け，再処理施設から大気中へ

放出される放射性物質の濃度を監視

し，及び測定し，並びにその結果を記

録する設計とする。①-4 

 

 

 

排気モニタリング設備は，重大事故等

時において，放射性気体廃棄物の廃棄

施設からの放出が想定される主排気筒

及び北換気筒（使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋換気筒）をモニタリング対象と

する。①-6 

 

 

 

 

重大事故等時において，再処理施設から

大気中へ放出される放射性物質の濃度並

びに周辺監視区域における放射性物質の

濃度及び線量を監視し，及び測定し，並

びにその結果を記録するため，放射線監

視設備を常設重大事故等対処設備として

位置付ける。①-4,②-4【㉓P33へ】 

 

放射線監視設備は，主排気筒の排気モニ

タリング設備，北換気筒（使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリ

ング設備，北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒），使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気設備のダクト【①-5】

及び環境モニタリング設備【②-5】で構

成する。【㉔P33へ】 

 

重大事故等時において，放射性気体廃棄

物の廃棄施設からの放出が想定される主

排気筒及び北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）をモニタリング対

象とする。①-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排気モニタリング設備は，放射性気体廃

棄物の廃棄施設からの放出が想定される

主排気筒及び北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）をモニタリング対

象とする設計とする。◇1  

 

 

環境モニタリング設備は，周辺監視区域

境界付近をモニタリング対象とする設計

とする。◇1  

 

排気モニタリング設備は，再処理施設か

ら大気中へ放出される放射性よう素，粒

子状放射性物質，炭素－14 及びトリチ

ウムを連続的に捕集するとともに，放射

性希ガスの濃度を連続測定し，記録する

設計とする。◇7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では重大事故等

時，工場等およびその

周辺における放射性物

質濃度の測定を移動式

周辺モニタリング設備

にて実施することとし

ているため。 

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更許可では

複数の設備を括って記載してい

るが，設工認では設備区分ごと

に説明することから対象設備を

分割して記載したため。 

【許可からの変更点】 

重大事故等対処設備の対

象を明確化した。（以下

同じ） 

【許可からの変更点】 

線量の監視，測定に関する記載は環

境モニタリング設備に関する記載で

あり，排気モニタリング設備では，

線量の監視，測定を行っていないこ

とから，線量に関する記載は環境モ

ニタリング設備にて記載したため。 
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内的事象を要因とする重大事故等が発

生した場合に対処に用いる使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ，

排気サンプリング設備（使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋換気筒），北換気筒

（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気設備のダクトは，自然現象，人為

事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及

び内部発生飛散物により機能が損なわ

れる場合，代替設備による機能の確保

又は修理の対応の手順を保安規定に定

め管理することにより重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計と

する。⑩-5 

 

排気モニタリング設備の排気サンプリ

ング設備（主排気筒）は，弁等の操作

によって安全機能を有する施設として

使用する系統構成から重大事故等対処

設備としての系統構成とすることによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。⑧-6 

 

 

 

排気モニタリング設備の主排気筒ガス

モニタ，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒ガスモニタ，排気サンプリング

設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒）及び北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）は，安全機能を

有する施設として使用する場合と同じ

系統構成で重大事故等対処設備として

使用することにより，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。⑧-7 

 

排気モニタリング設備は，再処理施設

から放出される放射性物質の濃度の監

視，測定するために必要なサンプリン

グ量及び計測範囲に対して十分な容量

を有する設計とするとともに，主排気

筒管理建屋及び北換気筒管理建屋に十

分な台数（排気サンプリング設備につ

いては２系列）を有する設計とする。

⑨-6 

 

放射線監視設備のうち，内的事象を要因

として発生した場合に対処に用いる北換

気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）の排気モニタリング設備，北換気筒

（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒），使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

設備のダクト，代替モニタリング設備の

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の

ダクトの一部及び環境モニタリング設備

は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬

品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対

して代替設備による機能の確保，修理の

対応等により重大事故等に対処するため

の機能を損なわない設計とする。⑩-5

【㊴P43から】 

 

放射線監視設備の主排気筒の排気モニタ

リング設備の排気サンプリング設備及び

代替モニタリング設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気設備のダクトは，弁等

の操作によって安全機能を有する施設と

して使用する系統構成から重大事故等対

処設備としての系統構成とすることによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。⑧-6【㊷P45から】 

 

放射線監視設備のうち，主排気筒の排気

モニタリング設備の排気筒モニタ，北換

気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）の排気モニタリング設備，北換気筒

（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

及び環境モニタリング設備は，安全機能

を有する施設として使用する場合と同様

に重大事故等対処設備として使用するこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。⑧-7【㊸P45から】 

 

主排気筒の排気モニタリング設備及び北

換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒）の排気モニタリング設備は，再処

理施設から放出される放射性物質の濃度

の監視，測定するために必要なサンプリ

ング量及び計測範囲に対して十分な容量

を有する設計とするとともに，主排気筒

管理建屋及び北換気筒管理建屋に２系列

を有する設計とする。⑨-6 

【㊹P45から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-6（P50,51から） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業許可基準規則第三

十三条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【許可からの変更点】 

仕様となる数量は仕様表

に記載し，基本設計方針

では設計要件となる事項

を述べる記載とした。

（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「弁等」の指す内容は手

動弁，ダンパなどであ

り，系統図で示すため当

該箇所では許可の記載を

用いた。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更許可では複

数の設備を括って記載している

が，設工認では設備区分ごとに説

明することから対象設備を分割し

て記載したため。 

【許可からの変更点】 

「同様に」を明確化し

た。(以下同じ） 
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地震を要因とする重大事故等が発生し

た場合に対処に用いる排気サンプリン

グ設備（主排気筒）の配管の一部は，

「９．２ 重大事故等対処設備」の

「９．２．７ 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基

づく設計とすることで重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計と

する。⑩-6 

主排気筒ガスモニタ及び排気サンプリ

ング設備（主排気筒）は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる主排気筒

管理建屋及び制御建屋に設置し，風

（台風）等により重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とす

る。⑩-7 

 

排気モニタリング設備は内部発生飛散

物の影響を考慮し，主排気筒管理建

屋，北換気筒管理建屋及び制御建屋の

内部発生飛散物の影響を受けない場所

に設置することにより，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計

とする。⑩-10 

 

排気サンプリング設備（主排気筒）

は，コネクタに統一することにより，

速やかに，容易かつ確実に現場での接

続が可能な設計とする。⑪-1 

 

 

 

 

 

排気サンプリング設備（主排気筒）

は，通常時に使用する系統から速やか

に切り替えることができるよう，系統

に必要な弁等を設ける設計とし，それ

ぞれ簡易な接続及び弁等の操作により

安全機能を有する施設の系統から重大

事故等対処設備の系統に速やかに切り

替えられる設計とする。⑪-2 

 

 

 

 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる主排気筒の排気モニタリング設備

の配管の一部は，「ロ.（７）（ⅱ）

（ｂ）（ホ）地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることでその機能を損なわない設

計とする。⑩-6【○53 P48から】 

 

 

放射線監視設備の主排気筒の排気モニタ

リング設備は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる主排気筒管理建屋及び制

御建屋に設置し，風（台風）等により機

能を損なわない設計とする。⑩-7 

【○54 P48から】 

 

放射線監視設備は内部発生飛散物の影響

を考慮し，主排気筒管理建屋，北換気筒

管理建屋，制御建屋及び周辺監視区域境

界付近の内部発生飛散物の影響を受けな

い場所に設置することにより，機能を損

なわない設計とする。⑩-10 

【○57 P49から】 

 

主排気筒の排気モニタリング設備，代替

モニタリング設備の可搬型排気モニタリ

ング設備及び代替モニタリング設備の使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダ

クトの一部は，コネクタに統一すること

により，速やかに，容易かつ確実に現場

での接続が可能な設計とする。⑪-1 

【○59P49から】 

 

主排気筒の排気モニタリング設備の排気

サンプリング設備及び代替モニタリング

設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

設備のダクトの一部は，通常時に使用す

る系統から速やかに切り替えることがで

きるよう，系統に必要な弁等を設ける設

計とし，それぞれ簡易な接続及び弁等の

操作により安全機能を有する施設の系統

から重大事故等対処設備の系統に速やか

に切り替えられる設計とする。⑪-2

【○60 P50から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可

時に事業許可基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA 設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 

【許可からの変更点】 

表現の統一化。（以下同

じ） 

【「等」の解説】 

「風（台風）等」とは建屋

により損傷を防止する自然

現象の総称として示した記

載であることから許可の記

載を用いた。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更許可では複数

の設備を括って記載しているが，設

工認では設備区分ごとに説明するこ

とから対象設備を分割して記載した

ため。 

2538



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十九条（監視測定設備）（30 / 93） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排気モニタリング設備は，通常時にお

いて，重大事故等に対処するために必

要な機能を確認するため，校正，機能

の確認，性能の確認及び外観の確認が

可能な設計とする。⑫-2 

 

 

 

 

 

 

また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。⑫-2 

 

排気モニタリング設備は，各々が独立

して試験又は検査が可能な設計とす

る。⑫-3 

 

 

 

 

放射線監視設備，代替モニタリング設備

のうち，可搬型排気モニタリング設備，

可搬型環境モニタリング設備及び可搬型

建屋周辺モニタリング設備は，再処理施

設の運転中又は停止中に校正，機能の確

認，性能の確認及び外観の確認が可能な

設計とする。⑫-2【○61 P50から】 

 

 

 

 

 

 

 

また，放射線監視設備のうち，主排気筒

の排気モニタリング設備及び北換気筒

（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

の排気モニタリング設備は，各々が独立

して試験又は検査が可能な設計とする。

⑫-3【○62 P50から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

    1.1.1  プロセスモニタリング設備 

（設計基準の設備に係る記載のため中
略） 
格納容器圧力逃がし装置の排出経路にお

ける放射線量率を測定し，放射性物質濃

度を推定できるよう，フィルタ装置出口

配管にフィルタ装置出口放射線モニタ

（低レンジ），フィルタ装置出口放射線

モニタ（高レンジ）を設ける設計とす

る。 

 

フィルタ装置出口放射線モニタ（低レン

ジ），フィルタ装置出口放射線モニタ

（高レンジ）は，常設代替直流電源設備

又は可搬型代替直流電源設備から給電が

可能な設計とする。 

 

【許可からの変更点】 

設備階層を示している

ものであるため，基本

設計方針には設備名称

を記載した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可

時に事業許可基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA 設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更

許可では複数の設備を

括って記載している

が，設工認では設備区

分ごとに説明すること

から対象設備を分割し

て記載したため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故等に対処するためのパラメ

ータの監視については，当社では再

処理施設の技術基準規則第四十七条

の基本設計方針に記載するため。 

【「等」の解説】 

詳細な保守・修理の方法について

は，保安規定において明確化する

ため，基本設計方針では「等」の

ままとした。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

機能維持のための保修等が可能

であることを明確化したため。

（以下同じ） 
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 6.1.2.2 排水モニタリング設備 

再処理施設から放出される放射性物

質の濃度を監視するための排水モニタ

リング設備として，排水サンプリング

設備を設置し，放出の異常を確認する

ための排水モニタを設置する設計とす

る。 

排水サンプリング設備は，排水をサ

ンプリングする設計とする。 

 

6.1.2.3 環境モニタリング設備 

周辺監視区域境界付近の空間放射線

量，空間放射線量率及び空気中の放射

性物質の濃度を監視するための環境モ

ニタリング設備として，モニタリング

ポスト，ダストモニタ及び積算線量計

を設置する設計とする。 

モニタリングポスト及びダストモニ

タについては，設計基準事故時におけ

る迅速な対応のために測定値を中央制

御室及び緊急時対策所に指示できる設

計とする。 

モニタリングポスト及びダストモニ

タは，非常用所内電源系統に接続し，

電源復旧までの期間，非常用所内電源

系統から受電できる設計とする。さら

に，モニタリングポスト及びダストモ

ニタは，専用の無停電電源装置を有

し，電源切替時の短時間の停電時に無

停電電源装置から受電できる設計とす

る。 

モニタリングポスト及びダストモニ

タから中央制御室及び緊急時対策所ま

でのデータの伝送系は，有線及び無線

（衛星回線を含む。）により多様性を

有する設計とし，測定値は中央制御室

で監視，記録を行うことができる設計

とする。 

また，緊急時対策所でも監視するこ

とができる設計とする。モニタリング

ポスト及びダストモニタは，放射線レ

ベル又は放射能レベルがあらかじめ設

定した値を超えた場合に，直ちに中央

制御室に警報を発信する設計とする。 

また，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室においてもモニタリ

ングポスト及びダストモニタの測定値

の指示及び記録を行い，放射線レベル

又は放射能レベルがあらかじめ設定し

た値を超えた場合に，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室におい
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て警報を発する設計とする。 

モニタリングポスト及びダストモニ

タは，MOX燃料加工施設と共用する。 

また，積算線量計は，MOX 燃料加工施

設及び廃棄物管理施設と共用する。 

モニタリングポスト及びダストモニ

タは，MOX 燃料加工施設と共用するが，

仕様及び運用を各施設で同一とし，周

辺監視区域が同一の区域であることに

より，監視結果の共有を図る設計とす

ることで，共用によって再処理施設の

安全性を損なわない設計とする。ま

た，積算線量計は，MOX 燃料加工施設及

び廃棄物管理施設と共用するが，仕様

及び運用を各施設で同一とし，周辺監

視区域が同一の区域であることにより

監視結果の共有を図る設計とすること

で，共用によって再処理施設の安全性

を損なわない設計とする。 
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重大事故等時において，環境モニタリ

ング設備のうちモニタリングポスト及

びダストモニタ【②-5】を常設重大事

故等対処設備として位置付け，周辺監

視区域における線量及び放射性物質の

濃度を監視し，及び測定し，並びにそ

の結果を記録する設計とする。②-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境モニタリング設備は，重大事故等

時において，再処理施設及び MOX燃料加

工施設の周辺監視区域境界付近の空間

放射線量率及び空気中の放射性物質の

濃度をモニタリング対象とする。②-6 

 

 

重大事故等時において，再処理施設から

大気中へ放出される放射性物質の濃度並

びに周辺監視区域における放射性物質の

濃度及び線量を監視し，及び測定し，並

びにその結果を記録するため，放射線監

視設備を常設重大事故等対処設備として

位置付ける。②-4【㉓P27から】 

 

放射線監視設備は，主排気筒の排気モニ

タリング設備，北換気筒（使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリ

ング設備，北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒），使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気設備のダクト及び環境

モニタリング設備【②-5】で構成する。

【㉔P27から】 

 

 

重大事故等時において，再処理施設及び

ＭＯＸ燃料加工施設の周辺監視区域境界

付近の空間放射線量率及び空気中の放射

性物質の濃度をモニタリング対象とす

る。②-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   環境モニタリング設備のモニタリングポ

ストは，周辺監視区域境界付近における

空間放射線量率を連続監視し，記録する

設計とする。◇7  

 

環境モニタリング設備のダストモニタ

は，周辺監視区域境界付近における粒子

状放射性物質を連続的に捕集，測定し，

記録する設計とする。◇7  

 

主排気筒の排気モニタリング設備及び北

換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒）の排気モニタリング設備の排気筒

モニタ並びに環境モニタリング設備の測

定値は，中央制御室において指示及び記

録し，空間放射線量率又は放射能レベル

があらかじめ設定した値を超えたとき

は，警報を発する。◇7  

 

また，排気筒モニタ及び環境モニタリン

グ設備は，緊急時対策所へ測定値を伝送

する設計とする。◇7  

 

 

  

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では重大事故等

時，工場等およびその

周辺における放射性物

質濃度の測定を移動式

周辺モニタリング設備

にて実施することとし

ているため。 【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更許可では

複数の設備を括って記載してい

るが，設工認では設備区分ごと

に説明することから対象設備を

分割して記載したため。 

【許可からの変更点】 

測定対象の記載順を，設備の記

載順と整合させたため。 
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環境モニタリング設備は，非常用所内

電源系統に加えて，環境モニタリング

用代替電源設備である環境モニタリン

グ用可搬型発電機からの給電を可能と

する設計とする。②-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境モニタリング用代替電源設備は，非

常用所内電源系統から環境モニタリング

設備の電源が喪失した場合に，◇7 モニ

タリングポスト及びダストモニタに給電

できる設計とする。②-12 

【○84 P82から】 

 

 

 

 

 

 

1.1.3  固定式周辺モニタリング設備 

（設計基準の設備に係る記載のため中
略） 

重大事故等が発生した場合には，非常用

交流電源設備に加えて，代替電源設備で

ある常設代替交流電源設備及び可搬型代

替交流電源設備から給電できる設計とす

る。 

（設計基準の設備に係る記載のため中
略） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

環境モニタリング用代替電源設備か

ら給電できることを明確化した。 
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環境モニタリング設備は，MOX 燃料加工

施設と共用する。⑧-4 

 

 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設と共用する環境モニタ

リング設備は，再処理施設及び MOX燃料

加工施設における重大事故等対処を考

慮し，十分な容量及び台数を確保する

ことで，共用によって重大事故等時の

対処に影響を及ぼさない設計とする。

⑧-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等時において，環境モニタリン

グ設備，可搬型排気モニタリング用発電

機，可搬型環境モニタリング設備，可搬

型環境モニタリング用データ伝送装置，

可搬型環境モニタリング用発電機及び監

視測定用運搬車は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用する。⑧-4【㉟P42から】 

 

重大事故等時において，共用する環境モ

ニタリング設備，可搬型排気モニタリン

グ用発電機，可搬型環境モニタリング設

備，可搬型環境モニタリング用データ伝

送装置，可搬型環境モニタリング用発電

機及び監視測定用運搬車は，再処理施設

及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事

故等対処を考慮し，共用によって重大事

故時の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。⑧-5【㊱P42から】 

 

 

 

 

 

環境モニタリング設備は，ＭＯＸ燃料加

工施設と共用する。⑧-4 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する環境モニ

タリング設備は，再処理施設及びＭＯＸ

燃料加工施設における重大事故等対処を

考慮し，共用によって重大事故時の対処

に影響を及ぼさない設計とする。⑧-5 

 

 

 

 

 

 

  

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更許可では

複数の設備を括って記載してい

るが，設工認では設備区分ごと

に説明することから対象設備を

分割して記載したため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可

時に事業許可基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA 設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 

【許可からの変更点】 

MOX燃料加工施設と共用

する設備については，共

用した場合においても対

処に影響を及ぼさない設

計であることを明確にす

るため，記載を適正化。

（以下同じ） 
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内的事象を要因とする重大事故等が発

生した場合に対処に用いる環境モニタ

リング設備は，自然現象，人為事象，

溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部

発生飛散物により機能が損なわれる場

合，代替設備による機能の確保又は修

理の対応の手順を保安規定に定め管理

することにより重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。

⑩-5 

 

 

 

 

 

 

環境モニタリング設備は，安全機能を

有する施設として使用する場合と同じ

系統構成で重大事故等対処設備として

使用することにより，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。⑧-7 

 

 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設と共用する環境モニタ

リング設備は，周辺監視区域境界付近

において，放射性物質の濃度及び線量

の監視，測定するために必要なサンプ

リング量及び計測範囲に対して十分な

容量を有する設計とするとともに，十

分な台数を有する設計とする。⑨-7 

 

 

 

 

 

 

放射線監視設備のうち，内的事象を要因

として発生した場合に対処に用いる北換

気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）の排気モニタリング設備，北換気筒

（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒），使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

設備のダクト，代替モニタリング設備の

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の

ダクトの一部及び環境モニタリング設備

は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬

品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対

して代替設備による機能の確保，修理の

対応等により重大事故等に対処するため

の機能を損なわない設計とする。⑩-5

【㊴P43から】 

 

放射線監視設備のうち，主排気筒の排気

モニタリング設備の排気筒モニタ，北換

気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）の排気モニタリング設備，北換気筒

（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

及び環境モニタリング設備は，安全機能

を有する施設として使用する場合と同様

に重大事故等対処設備として使用するこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。⑧-7【㊸P45から】 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する環境モニ

タリング設備は，周辺監視区域境界付近

において，放射性物質の濃度及び線量の

監視，測定するために必要なサンプリン

グ量及び計測範囲に対して十分な容量を

有する設計とするとともに，９台【□2 】

を有する設計とする。⑨-7 

【㊺P45から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可

時に事業許可基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA 設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 

【許可からの変更点】 

設備階層を示しているもので

あるため，基本設計方針には

設備名称を記載した。 

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更許可で

は複数の設備を括って記載し

ているが，設工認では設備区

分ごとに説明することから対

象設備を分割して記載したた

め。 
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環境モニタリング設備は内部発生飛散

物の影響を考慮し，制御建屋及び周辺

監視区域境界付近の内部発生飛散物の

影響を受けない場所に設置することに

より，重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。⑩-10 

 

 

 

環境モニタリング設備は，通常時にお

いて，重大事故等に対処するために必

要な機能を確認するため，校正，機能

の確認，性能の確認及び外観の確認が

可能な設計とする。⑫-2 

 

また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。⑫-2 

 

6.1.3 放射線サーベイ機器 

放射線サーベイに使用する放射線サー

ベイ機器として，アルファ・ベータ線

用サーベイメータ，ガンマ線用サーベ

イメータ，中性子線用サーベイメー

タ，エアスニファ，ダストサンプラ，

ガスモニタ及びダストモニタを設ける

設計とする。 

放射線サーベイ機器のガンマ線サーベ

イメータは，廃棄物管理施設と共用す

る。 

共用する放射線サーベイ機器は，仕様

及び測定に係る運用を各施設で同一と

する設計とすることで，共用によって

再処理施設の安全性を損なわない設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射線監視設備は内部発生飛散物の影響

を考慮し，主排気筒管理建屋，北換気筒

管理建屋，制御建屋及び周辺監視区域境

界付近の内部発生飛散物の影響を受けな

い場所に設置することにより，機能を損

なわない設計とする。⑩-10 

【○57 P49から】 

 

 

放射線監視設備，代替モニタリング設備

のうち，可搬型排気モニタリング設備，

可搬型環境モニタリング設備及び可搬型

建屋周辺モニタリング設備は，再処理施

設の運転中又は停止中に校正，機能の確

認，性能の確認及び外観の確認が可能な

設計とする。⑫-2【○61 P50から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許

可時に事業許可基準

規則第三十三条重大

事故等対処設備の設

計方針を各 SA 設備条

文に展開し，記載し

ていることから当社

特有の記載としてい

る。 

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更許可では

複数の設備を括って記載してい

るが，設工認では設備区分ごと

に説明することから対象設備を

分割して記載したため。 

【許可からの変更点】 

設備階層を示しているものであ

るため，基本設計方針には設備

名称を記載した。 
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6.2 代替モニタリング設備 

重大事故等が発生した場合に再処理施

設から大気中へ放出される放射性物質

の濃度及び線量を監視し，及び測定

し，並びにその結果を記録するために

必要な重大事故等対処設備として代替

モニタリング設備を設ける設計とす

る。①-1,3,②-1,3, 

 

代替モニタリング設備は，代替排気モ

ニタリング設備及び代替環境モニタリ

ング設備で構成する。①-3,②-3 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 代替排気モニタリング設備 

重大事故等時において，排気モニタリ

ング設備が機能喪失した場合に，その

機能を代替する代替排気モニタリング

設備を可搬型重大事故等対処設備とし

て設ける設計とする。①-7,⑬-1 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合に再処理施設

から大気中へ放出される放射性物質の濃

度及び線量を監視し，及び測定し，並び

にその結果を記録するために必要な重大

事故等対処設備を設置及び保管する。①

-1,②-1【①P17から】 

 

 

放射線管理施設の重大事故等対処設備

は，放射線監視設備，代替モニタリング

設備【①-3,②-3】， 試料分析関係設

備，代替試料分析関係設備，環境管理設

備，代替放射能観測設備，代替気象観測

設備及び環境モニタリング用代替電源設

備で構成する。【②P17から】 

 

 

 

重大事故等時において，放射線監視設備

が機能喪失した場合に，その機能を代替

する代替モニタリング設備を可搬型重大

事故等対処設備として配備する。①-7,

②-7,⑬-1【㉕P53へ】 

 

 

ｂ．代替モニタリング設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

①-3,②-3（P3から） 

 

 

 

  設計基準対象の施設と兼用する電気設備

の一部である受電開閉設備等を常設重大

事故等対処設備として位置付ける。□3  

 

設計基準対象の施設と兼用する電気設備

の一部である受電開閉設備等を常設重大

事故等対処設備として位置付ける。□3  

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽

油貯槽を常設重大事故等対処設備として

設置する。□3  

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽

油用タンクローリを可搬型重大事故等対

処設備として配備する。□3  

 

代替電源設備の一部である使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機を

可搬型重大事故等対処設備として配備す

る。□3  

 

 

 

 

   

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の基本設計方針

では設備構成を説明し

ていないが，再処理施

設は事業変更許可の記

載を踏襲し，設備構成

としての一文を追加し

ているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では重大事故等時，

工場等およびその周辺にお

ける放射性物質濃度の測定

を移動式周辺モニタリング

設備にて実施することとし

ているため。 

【許可からの変更点】 

代替される設備との関係を明確化す

るために設工認で新たに階層を設定

したため。 

【許可からの変更点】 

設備階層を説明するために記載し

た。 

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更許可では複数

の設備を括って記載しているが，設

工認では設備区分ごとに説明するこ

とから対象設備を分割して記載した

ため。 
【許可からの変更点】 

代替される設備との関係

を明確化するために設工

認で新たに階層を設定し

たため。 
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北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気モニタリング設備の代替

設備である可搬型排気モニタリング設備

は，「リ．（１)（ⅰ） 電気設備」の一

部である，代替電源設備の使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機に

より電力を受電する設計とする。①-8

【㉚P40へ】 

 

   

  放射線監視設備の常設重大事故等対処設

備に給電するための，受電開閉設備，所

内高圧系統，所内低圧系統及び計測制御

用交流電源設備については，「リ． 

(１) (ⅰ) 電気設備」に，代替モニタ

リング設備の可搬型重大事故等対処設備

に給電するための代替電源設備について

は「リ． (１) (ⅰ) 電気設備」に，可

搬型排気モニタリング用発電機等へ給油

するための補機駆動用燃料補給設備につ

いては，「リ． (４) (ⅶ) 補機駆動用

燃料補給設備」に示す。□3  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替排気モニタリング設備は，可搬型

排気モニタリング設備の可搬型ガスモ

ニタ及び可搬型排気サンプリング設

備，可搬型排気モニタリング用データ

伝送装置，可搬型データ表示装置，可

搬型排気モニタリング用発電機，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダ

クトの一部並びに監視測定用運搬車で

構成する。①-9,⑬-2 

 

 

 

 

 

代替モニタリング設備は，可搬型排気モ

ニタリング設備，可搬型排気モニタリン

グ用データ伝送装置，可搬型データ表示

装置，可搬型排気モニタリング用発電

機，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設

備のダクトの一部，可搬型環境モニタリ

ング設備，可搬型環境モニタリング用デ

ータ伝送装置，可搬型環境モニタリング

用発電機，可搬型建屋周辺モニタリング

設備及び監視測定用運搬車で構成する。

①-9,②-8,⑬-2【㉜P53へ】 

 

代替モニタリング設備は，常設モニタリ

ング設備（モニタリングポスト等）が機

能喪失しても代替し得る十分な台数を配

備 す る 設 計 と す る 。 ⑨ -

8,9,10,11,12,15,16,17,18,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-8（P45へ） 

⑨-9,10（P46へ） 

⑨-13,19（P47へ） 

⑨-11（P56へ） 

⑨-12,15,16,17（P57

へ） 

⑨-18（P58へ） 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では重大事故等時，

工場等およびその周辺にお

ける放射性物質濃度の測定

を移動式周辺モニタリング

設備にて実施することとし

ているため。 

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更許可では複数

の設備を括って記載しているが，設

工認では設備区分ごとに説明するこ

とから対象設備を分割して記載した

ため。 
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可搬型排気モニタリング設備は，主排

気筒又は北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）から大気中へ放

出される放射性物質を連続的に捕集す

るとともに，放射性希ガスの濃度を連

続測定する設計とする。①-11 

 

 

 

 

  

可搬型排気モニタリング設備は，排気モ

ニタリング設備が機能喪失した場合に，

【◇1 】主排気筒の排気モニタリング設

備の接続口又は使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気設備のダクトに接続し，

【◇7 】主排気筒又は北換気筒（使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から大気

中へ放出される放射性よう素，粒子状

【◇7 】放射性物質，炭素－14 及びトリ

チウム【◇7 】を連続的に捕集するとと

もに，放射性希ガスの濃度を連続測定

し，記録【◇7 】する設計とする。①-

11, 

 

  

  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガ

スモニタ及び排気サンプリング設備

（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）の代替設備である可搬型排気モニ

タリング設備は，電気設備の一部であ

る，代替電源設備の使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機によ

り電力を受電する設計とする。①-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気モニタリング設備の代替

設備である可搬型排気モニタリング設備

は，「リ．（１)（ⅰ） 電気設備」の一

部である，代替電源設備の使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機に

より電力を受電する設計とする。①-8

【㉚P39から】 

 

 

 

 

 

   

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では重大事故等時，

工場等およびその周辺にお

ける放射性物質濃度の測定

を移動式周辺モニタリング

設備にて実施することとし

ているため。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

可搬型環境モニタリング設備は，環境モ

ニタリング設備が機能喪失した場合に，

【◇1 】周辺監視区域において，線量を

測定するとともに，空気中の粒子状放射

性物質を連続的に捕集及び測定できる設

計とし，環境モニタリング設備のモニタ

リングポスト及びダストモニタを代替し

得る十分な台数を有する設計【◇1 】と

する。②-9【㉝P53へ】 

 

  

   可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置及び可搬型環境モニタリング用データ

伝送装置は，可搬型ガスモニタ及び可搬

型環境モニタリング設備の測定値を衛星

通信により中央制御室及び緊急時対策所

に伝送し，監視及び記録する設計とす

る。◇1  

可搬型データ表示装置は，中央制御室に

伝送された可搬型ガスモニタ及び可搬型

環境モニタリング設備の測定値を指示

し，記録する設計とする。◇7  

可搬型データ表示装置は，電源喪失によ

り保存した記録が失われないよう，電磁

的に記録し，保存する設計とする。ま

た，記録は必要な容量を保存する設計と

する。◇1  

 

  

   可搬型建屋周辺モニタリング設備は，重

大事故等が発生した場合に，重大事故等

の対処を行う前処理建屋，分離建屋，精

製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の周辺にお

ける線量当量率並びに出入管理室を設置

する出入管理建屋，低レベル廃棄物処理

建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建

屋の周辺における空気中の放射性物質の

濃度及び線量当量率を監視し，及び測定

し，並びにその結果を記録できる設計と

する。②-10【㉞P54へ】 

 

  

   可搬型排気モニタリング設備，可搬型排

気モニタリング用データ伝送装置は，可

搬型排気モニタリング用発電機又は使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機から受電する設計とする。◇◇7  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

可搬型環境モニタリング設備及び可搬型

環境モニタリング用データ伝送装置は，

可搬型環境モニタリング用発電機から受

電する設計とする。◇7  

 

可搬型排気モニタリング用発電機及び可

搬型環境モニタリング用発電機の運転に

必要な燃料は，補機駆動用燃料補給設備

から補給が可能な設計とする。◇8  

 

代替モニタリング設備の可搬型データ表

示装置及び可搬型建屋周辺モニタリング

設備の電源は，乾電池又は充電池を使用

する設計とする。◇7  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型排気モニタリング用発電機及び

監視測定用運搬車は，MOX 燃料加工施設

と共用する。⑧-4 

 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設と共用する可搬型排気

モニタリング用発電機は，再処理施設

及び MOX燃料加工施設における重大事故

等対処を考慮し，十分な容量及び台数

を確保することで，共用によって重大

事故等時の対処に影響を及ぼさない設

計とする。⑧-5 

 

MOX 燃料加工施設と共用する監視測定用

運搬車は，再処理施設及び MOX燃料加工

施設における重大事故等対処を考慮

し，十分な台数を確保することで，共

用によって重大事故等時の対処に影響

を及ぼさない設計とする。⑧-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等時において，環境モニタリン

グ設備，可搬型排気モニタリング用発電

機，可搬型環境モニタリング設備，可搬

型環境モニタリング用データ伝送装置，

可搬型環境モニタリング用発電機及び監

視測定用運搬車は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用する。⑧-4【㉟P35,54へ】 

 

重大事故等時において，共用する環境モ

ニタリング設備，可搬型排気モニタリン

グ用発電機，可搬型環境モニタリング設

備，可搬型環境モニタリング用データ伝

送装置，可搬型環境モニタリング用発電

機及び監視測定用運搬車は，再処理施設

及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事

故等対処を考慮し，共用によって重大事

故時の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。⑧-5【㊱P35,55へ】 

 

 

 

 

可搬型排気モニタリング用発電機，可搬

型環境モニタリング設備，可搬型環境モ

ニタリング用データ伝送装置，可搬型環

境モニタリング用発電機及び監視測定用

運搬車は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る。⑧-4【㊲P54へ】 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型排

気モニタリング用発電機，可搬型環境モ

ニタリング設備，可搬型環境モニタリン

グ用データ伝送装置，可搬型環境モニタ

リング用発電機及び監視測定用運搬車

は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設

における重大事故等対処を考慮し，共用

によって重大事故時の対処に影響を及ぼ

さない設計とする。⑧-5【㊳P55へ】 

 

 

 

  

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可

時に事業許可基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更許

可では複数の設備を括っ

て記載しているが，設工

認では設備区分ごとに説

明することから対象設備

を分割して記載したた

め。 

2551



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十九条（監視測定設備）（43 / 93） 
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内的事象を要因とする重大事故等が発

生した場合に対処に用いる代替排気モ

ニタリング設備の使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気設備のダクトの一部は，

自然現象，人為事象，溢水，化学薬品

漏えい，火災及び内部発生飛散物によ

り機能が損なわれる場合，代替設備に

よる機能の確保又は修理の対応の手順

を保安規定に定め管理することにより

重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。⑩-5 

 

 

 

 

 

主排気筒をモニタリング対象とする可

搬型排気モニタリング設備，可搬型排

気モニタリング用データ伝送装置，可

搬型データ表示装置及び可搬型排気モ

ニタリング用発電機は，共通要因によ

って主排気筒ガスモニタ及び排気サン

プリング設備（主排気筒）と同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう

に，故障時のバックアップを含めて必

要な数量を主排気筒ガスモニタ及び排

気サンプリング設備（主排気筒）が設

置される建屋から 100ｍ以上の離隔距離

を確保した外部保管エリアに保管する

とともに，主排気筒管理建屋及び制御

建屋にも保管することで位置的分散を

図る設計とする。⑦-2 

 

主排気筒管理建屋及び制御建屋に保管

する場合は主排気筒ガスモニタ及び排

気サンプリング設備（主排気筒）が設

置される場所と異なる場所に保管する

ことで位置的分散を図る設計とする。

⑦-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射線監視設備のうち，内的事象を要因

として発生した場合に対処に用いる北換

気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）の排気モニタリング設備，北換気筒

（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒），使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

設備のダクト，代替モニタリング設備の

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の

ダクトの一部及び環境モニタリング設備

は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬

品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対

して代替設備による機能の確保，修理の

対応等により重大事故等に対処するため

の機能を損なわない設計とする。⑩-5

【㊴P28,36へ】 

 

代替モニタリング設備のうち，主排気筒

をモニタリング対象とする可搬型排気モ

ニタリング設備，可搬型排気モニタリン

グ用データ伝送装置，可搬型データ表示

装置及び可搬型排気モニタリング用発電

機は，放射線監視設備の主排気筒の排気

モニタリング設備と共通要因によって同

時にその機能が損なわれるおそれがない

ように，故障時バックアップを含めて必

要な数量を放射線監視設備の主排気筒の

排気モニタリング設備が設置される建屋

から 100ｍ以上の離隔距離を確保した外

部保管エリアに保管するとともに，主排

気筒管理建屋及び制御建屋にも保管する

ことで位置的分散を図る。⑦-2 

 

 

主排気筒管理建屋及び制御建屋内に保管

する場合は放射線監視設備の主排気筒の

排気モニタリング設備が設置される場所

と異なる場所に保管することで位置的分

散を図る。⑦-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可

時に事業許可基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 

【許可からの変更点】 

設備階層を示している

ものであるため，基本

設計方針には設備名称

を記載した。 

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更許可で

は複数の設備を括って記載し

ているが，設工認では設備区

分ごとに説明することから対

象設備を分割して記載したた

め。 

【許可からの変更点】 

表現の差異（「建屋」と

「建屋内」）を統一し

た。(以下同じ） 
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北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋換気筒）をモニタリング対象とする

可搬型排気モニタリング設備及び可搬

型排気モニタリング用データ伝送装置

は，共通要因によって使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ及び排

気サンプリング設備（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）と同時にその機

能が損なわれるおそれがないように，

故障時のバックアップを含めて必要な

数量を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒ガスモニタ及び排気サンプリング

設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒）が設置される建屋から 100ｍ以上

の離隔距離を確保した複数の外部保管

エリアに分散して保管することで位置

的分散を図る設計とする。⑦-4 

 

 

代替モニタリング設備のうち，北換気筒

（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

をモニタリング対象とする可搬型排気モ

ニタリング設備及び可搬型排気モニタリ

ング用データ伝送装置は，放射線監視設

備の北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）の排気モニタリング設備と

共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないように，故障時バッ

クアップを含めて必要な数量を放射線監

視設備の北換気筒（使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設

備が設置される建屋から 100ｍ以上の離

隔距離を確保した複数の外部保管エリア

に分散して保管することで位置的分散を

図る。⑦-4 

   

   

代替モニタリング設備のうち，可搬型環

境モニタリング設備，可搬型環境モニタ

リング用データ伝送装置及び可搬型環境

モニタリング用発電機は，放射線監視設

備の環境モニタリング設備と共通要因に

よって同時にその機能が損なわれるおそ

れがないように，故障時バックアップを

含めて必要な数量を放射線監視設備の環

境モニタリング設備が設置される周辺監

視区域境界付近から 100ｍ以上の離隔距

離を確保した複数の外部保管エリアに分

散して保管することで位置的分散を図

る。⑦-5【㊵P56へ】 

 

代替モニタリング設備の可搬型建屋周辺

モニタリング設備は，放射線監視設備の

環境モニタリング設備と共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれが

ないように，故障時バックアップを含め

て必要な数量を放射線監視設備の環境モ

ニタリング設備が設置される周辺監視区

域境界付近から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した外部保管エリアに保管するとと

もに，制御建屋及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋にも保管することで位置的分散

を図る。⑦-6【㊶P56へ】 

 

 

 

 

   

      

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業許可基準規則第三十三

条重大事故等対処設備の設

計方針を各 SA設備条文に

展開し，記載していること

から当社特有の記載として

いる。 

【許可からの変更点】 

設備階層を示しているも

のであるため，基本設計

方針には設備名称を記載

した。 
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使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備

のダクトは，弁等の操作によって安全

機能を有する施設として使用する系統

構成から重大事故等対処設備としての

系統構成とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。⑧-

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型排気モニタリング設備は，再処

理施設から放出される放射性物質の濃

度の監視，測定に必要なサンプリング

量及び計測範囲を有する設計とすると

ともに，可搬型ガスモニタの保有数

は，必要数及び予備として故障時のバ

ックアップを含め十分な台数を確保す

る設計とし，可搬型排気サンプリング

設備の保有数は，必要数として２台，

予備として故障時のバックアップを２

台の合計４台以上を確保する設計とす

る。⑨-8 

放射線監視設備の主排気筒の排気モニタ

リング設備の排気サンプリング設備及び

代替モニタリング設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気設備のダクトは，弁等

の操作によって安全機能を有する施設と

して使用する系統構成から重大事故等対

処設備としての系統構成とすることによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。⑧-6【㊷P28へ】 

 

放射線監視設備のうち，主排気筒の排気

モニタリング設備の排気筒モニタ，北換

気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）の排気モニタリング設備，北換気筒

（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

及び環境モニタリング設備は，安全機能

を有する施設として使用する場合と同様

に重大事故等対処設備として使用するこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。⑧-7【㊸P28,36へ】 

 

主排気筒の排気モニタリング設備及び北

換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒）の排気モニタリング設備は，再処

理施設から放出される放射性物質の濃度

の監視，測定するために必要なサンプリ

ング量及び計測範囲に対して十分な容量

を有する設計とするとともに，主排気筒

管理建屋及び北換気筒管理建屋に２系列

を有する設計とする。⑨-6【㊹P28へ】 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する環境モニ

タリング設備は，周辺監視区域境界付近

において，放射性物質の濃度及び線量の

監視，測定するために必要なサンプリン

グ量及び計測範囲に対して十分な容量を

有する設計とするとともに，９台【□2 】

を有する設計とする。⑨-7【㊺P36へ】 

 

可搬型排気モニタリング設備は，再処理

施設から放出される放射性物質の濃度の

監視，測定に必要なサンプリング量及び

計測範囲を有する設計とするとともに，

保有数は，必要数として２台，予備とし

て故障時のバックアップを２台の合計４

台以上を確保する。⑨-8 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-8（P39,51から） 

【許可からの変更点】 

設備階層を示しているも

のであるため，基本設計

方針には設備名称を記載

した。 

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更

許可では複数の設備を

括って記載している

が，設工認では設備区

分ごとに説明すること

から対象設備を分割し

て記載したため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業許可基準規則第三

十三条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA設備

条文に展開し，記載して

いることから当社特有の

記載としている。 
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可搬型排気モニタリング用データ伝送

装置は，可搬型排気モニタリング設備

の測定値を衛星通信により中央制御室

及び緊急時対策所に伝送できる設計と

するとともに，保有数は，必要数とし

て２台，予備として故障時のバックア

ップを２台の合計４台以上を確保する

設計とする。⑨-9 

 

MOX 燃料加工施設と共用する可搬型排気

モニタリング用発電機は，可搬型排気

モニタリング設備，可搬型排気モニタ

リング用データ伝送装置，可搬型核種

分析装置及び可搬型トリチウム測定装

置に給電できる容量を有する設計とす

るとともに，保有数は，必要数並びに

予備として故障時及び点検保守による

待機除外時のバックアップを含め十分

な台数を確保する設計とする。⑨-10 

 

 

可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置は，可搬型排気モニタリング設備の測

定値を衛星通信により中央制御室及び緊

急時対策所に伝送できる設計とするとと

もに，保有数は，必要数として２台，予

備として故障時のバックアップを２台の

合計４台以上を確保する。⑨-9 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型排

気モニタリング用発電機は，可搬型排気

モニタリング設備，可搬型排気モニタリ

ング用データ伝送装置，代替試料分析関

係設備のうち，可搬型核種分析装置及び

可搬型トリチウム測定装置に給電できる

容量を有する設計とするとともに，保有

数は，必要数として１台，【□2 】予備と

して故障時及び点検保守による待機除外

時のバックアップを２台【□2 】の合計３

台【□2 】以上を確保する。⑨-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

⑨-9（P39,51から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-10（P39から） 

   

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型環

境モニタリング設備は，周辺監視区域に

おいて，放射性物質の濃度及び線量の監

視，測定に必要なサンプリング量及び計

測範囲を有する設計とするとともに，保

有数は，必要数として９台，【□2 】予備

として故障時のバックアップを９台

【□2 】の合計 18 台【□2 】以上を確保す

る。⑨-11【㊻P56へ】 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型環

境モニタリング用データ伝送装置は，可

搬型環境モニタリング設備の測定値を衛

星通信により中央制御室及び緊急時対策

所に伝送できる設計とするとともに，保

有数は，必要数として９台，予備として

故障時のバックアップを９台の合計 18

台以上を確保する。⑨-12【㊼P57へ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可

時に事業許可基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 

【許可からの変更点】 

設備階層を示しているものであ

るため，基本設計方針には設備

名称を記載した。 
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可搬型データ表示装置は，可搬型排気

モニタリング用データ伝送装置，可搬

型環境モニタリング用データ伝送装置

及び可搬型気象観測用データ伝送装置

から衛星通信により伝送される可搬型

ガスモニタ，可搬型環境モニタリング

設備及び可搬型気象観測設備の測定値

又は観測値を指示できる設計とすると

ともに，保有数は，必要数として１

台，予備として故障時のバックアップ

を１台の合計２台以上を確保する設計

とする。⑨-13,⑨-25 

 

 

 

 

 

 

 

また，電源喪失により保存した記録が

失われないよう，電磁的に記録，保存

するとともに，必要な容量を保存でき

る設計とする。⑨-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型データ表示装置は，代替モニタ

リング設備及び代替気象観測設備で同

時に要求される測定値又は観測値の表

示機能を有する設計とし，兼用できる

設計とする。①-10,②-11,⑤-9 

 

MOX 燃料加工施設と共用する監視測定用

運搬車の保有数は，必要数として３

台，予備として故障時及び点検保守に

よる待機除外時のバックアップを４台

の合計７台以上を確保する設計とす

る。⑨-19 

 

 

可搬型データ表示装置は，可搬型排気モ

ニタリング用データ伝送装置及び可搬型

環境モニタリング用データ伝送装置から

衛星通信により伝送される可搬型ガスモ

ニタ及び可搬型環境モニタリング設備の

測定値を指示できる設計とするととも

に，保有数は，必要数として１台，予備

として故障時のバックアップを１台の合

計２台以上を確保する。⑨-13 

 

可搬型データ表示装置は，可搬型気象観

測用データ伝送装置から衛星通信により

伝送される可搬型気象観測設備の観測値

を指示できる設計とする【⑨-25】とと

もに，保有数は，必要数として１台，予

備として故障時のバックアップを１台の

合計２台以上を確保する。⑨-13 

【○76 P78から】 

 

また，電源喪失により保存した記録が失

われないよう，電磁的に記録，保存する

とともに，必要な容量を保存できる設計

とする。⑨-14 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型環

境モニタリング用発電機は，代替モニタ

リング設備のうち，可搬型環境モニタリ

ング設備及び可搬型環境モニタリング用

データ伝送装置に給電できる容量を有す

る設計とするとともに，保有数は，必要

数として９台，【□2 】予備として故障時

及び点検保守による待機除外時のバック

アップを 10台【□2 】の合計 19台【□2 】

以上を確保する。⑨-15【㊽P57へ】 

 

可搬型データ表示装置は，代替モニタリ

ング設備及び代替気象観測設備で同時に

要求される測定値又は観測値の表示機能

を有する設計とし，兼用できる設計とす

る。①-10,②-11,⑤-9【㊾P53,74へ】 

 

監視測定用運搬車（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用） 

７ 台（予備として故障時及び待機除外

時のバックアップを４台）⑨-19 

【○64 P52から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4 移動式周辺モニタリング設備 

（代替試料分析関係設備及び放射能観測
車に係る記載のため中略） 
記録は，電磁的に記録，保存し，電源喪

失により保存した記録が失われず，必要

な容量を保存できる設計とする。 

可搬型モニタリング・ポストは，モニタ

リング・ポストを代替し得る十分な個数

を保管する設計とする。また，指示値

は，衛星系回線により伝送し，緊急時対

策所で可搬型モニタリング・ポスト端末

にて監視できる設計とする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-13（P39,51,81か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-14（P78から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-19（P39,81,84 か

ら） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可

時に事業許可基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 

【許可からの変更点】 

許可本文において箇条書きとしてい

た記載を，他の設備の個数に関する

記載を参考に，文章化して記載した

ため。 
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可搬型建屋周辺モニタリング設備のガン

マ線用サーベイメータ（SA）は，建屋周

辺において，線量当量率を測定するため

の計測範囲を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数として８台，

【□2 】予備として故障時のバックアップ

を８台【□2 】の合計 16 台【□2 】以上を

確保する。⑨-16【㊿P57へ】 

 

可搬型建屋周辺モニタリング設備の中性

子線用サーベイメータ（SA）は，建屋周

辺において，線量当量率を測定するため

の計測範囲を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数として２台，

【□2 】予備として故障時のバックアップ

を２台【□2 】の合計４台【□2 】以上を確

保する。⑨-17【○51 P57へ】 

 

可搬型建屋周辺モニタリング設備のアル

ファ・ベータ線用サーベイメータ（SA）

及び可搬型ダストサンプラ（SA）は，建

屋周辺において，空気中の放射性物質の

濃度を測定するためのサンプリング量及

び計測範囲を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数として３台，予備

として故障時のバックアップを３台の合

計６台以上を確保する。⑨-18 

【○52 P58へ】 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震を要因とする重大事故等が発生し

た場合に対処に用いる可搬型排気モニ

タリング設備，可搬型排気モニタリン

グ用データ伝送装置，可搬型データ表

示装置，可搬型排気モニタリング用発

電機及び監視測定用運搬車は，「９．

２ 重大事故等対処設備」の「９．

２．７ 地震を要因とする重大事故等

に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることで重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。

⑩-6 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる主排気筒の排気モニタリング設備

の配管の一部は，「ロ.（７）（ⅱ）

（ｂ）（ホ）地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることでその機能を損なわない設

計とする。⑩-6 

【○53 P29,58,65,72,79,84へ】 

 

 

放射線監視設備の主排気筒の排気モニタ

リング設備は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる主排気筒管理建屋及び制

御建屋に設置し，風（台風）等により機

能を損なわない設計とする。⑩-7 

【○54 P29へ】 

 

   
【許可からの変更点】 

可搬型設備に対する耐震設

計について明確にするため

追記した。（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業許可基準規則第三十三

条重大事故等対処設備の設

計方針を各 SA設備条文に

展開し，記載していること

から当社特有の記載として

いる。 
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可搬型排気モニタリング設備，可搬型

排気モニタリング用データ伝送装置，

可搬型データ表示装置，可搬型排気モ

ニタリング用発電機は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる主排気筒管

理建屋，制御建屋，第１保管庫・貯水

所及び第２保管庫・貯水所に保管し，

風（台風）等により重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とす

る。⑩-8 

 

 

 

 

 

可搬型データ表示装置は，溢水量及び

化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を

受けない高さへの保管，被水防護及び

被液防護する設計とする。⑦-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型排気モニタリング設備，可搬型

排気モニタリング用データ伝送装置,可

搬型データ表示装置及び可搬型排気モ

ニタリング用発電機は，内部発生飛散

物の影響を考慮し，主排気筒管理建

屋，制御建屋，第１保管庫・貯水所及

び第２保管庫・貯水所の内部発生飛散

物の影響を受けない場所に保管するこ

とにより，重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。⑩-11 

 

 

可搬型排気モニタリング設備及び使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダ

クトの一部は，コネクタに統一するこ

とにより，速やかに，容易かつ確実に

現場での接続が可能な設計とする。⑪-

1 

 

代替モニタリング設備のうち，可搬型排

気モニタリング設備，可搬型排気モニタ

リング用データ伝送装置，可搬型データ

表示装置，可搬型排気モニタリング用発

電機，可搬型環境モニタリング設備，可

搬型環境モニタリング用データ伝送装

置，可搬型建屋周辺モニタリング設備及

び可搬型環境モニタリング用発電機は，

外部からの衝撃による損傷を防止できる

主排気筒管理建屋，制御建屋，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋，第１保管庫・貯水

所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風

（台風）等により機能を損なわない設計

とする。⑩-8【○55 P58へ】 

 

代替モニタリング設備のうち，可搬型デ

ータ表示装置及び可搬型建屋周辺モニタ

リング設備は，溢水量及び化学薬品の漏

えい量を考慮し，影響を受けない高さへ

の保管，被水防護及び被液防護する設計

とする。⑦-9【○56 P58へ】 

 

放射線監視設備は内部発生飛散物の影響

を考慮し，主排気筒管理建屋，北換気筒

管理建屋，制御建屋及び周辺監視区域境

界付近の内部発生飛散物の影響を受けな

い場所に設置することにより，機能を損

なわない設計とする。⑩-10 

【○57 P29,37へ】 

 

代替モニタリング設備は内部発生飛散物

の影響を考慮し，主排気筒管理建屋，制

御建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，

第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯

水所の内部発生飛散物の影響を受けない

場所に保管することにより，機能を損な

わない設計とする。⑩-11【○58 P59へ】 

 

 

 

 

主排気筒の排気モニタリング設備，代替

モニタリング設備の可搬型排気モニタリ

ング設備及び代替モニタリング設備の使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダ

クトの一部は，コネクタに統一すること

により，速やかに，容易かつ確実に現場

での接続が可能な設計とする。⑪-1

【○59 P29へ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【許可からの変更点】 

設備階層を示しているも

のであるため，基本設計

方針には設備名称を記載

した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可

時に事業許可基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA 設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更許

可では複数の設備を括っ

て記載しているが，設工

認では設備区分ごとに説

明することから対象設備

を分割して記載したた

め。 

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更許可では複

数の設備を括って記載している

が，設工認では設備区分ごとに説

明することから対象設備を分割し

て記載したため。 

【許可からの変更点】 

設備階層を示しているものである

ため，基本設計方針には設備名称

を記載した。 

【許可からの変更点】 

使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋に保管する設備は代

替モニタリング設備のう

ち可搬型建屋周辺モニタ

リング設備であることか

ら，可搬型建屋周辺モニ

タリング設備において記

載した。 
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使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備

のダクトの一部は，通常時に使用する

系統から速やかに切り替えることがで

きるよう，系統に必要な弁等を設ける

設計とし，それぞれ簡易な接続及び弁

等の操作により安全機能を有する施設

の系統から重大事故等対処設備の系統

に速やかに切り替えられる設計とす

る。⑪-2 

 

 

 

可搬型排気モニタリング設備は，通常

時において，重大事故等に対処するた

めに必要な機能を確認するため，校

正，機能の確認，性能の確認及び外観

の確認が可能な設計とする。⑫-2 

 

また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。⑫-2 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型排気モニタリング用データ伝送

装置，可搬型データ表示装置，可搬型

排気モニタリング用発電機は，通常時

において，重大事故等に対処するため

に必要な機能を確認するため，機能の

確認，性能の確認及び外観の確認が可

能な設計とする。⑫-4 

 

また，当該機能を健全に維持するた

め，取替え等が可能な設計とする。⑫-

4 

 

主排気筒の排気モニタリング設備の排気

サンプリング設備及び代替モニタリング

設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

設備のダクトの一部は，通常時に使用す

る系統から速やかに切り替えることがで

きるよう，系統に必要な弁等を設ける設

計とし，それぞれ簡易な接続及び弁等の

操作により安全機能を有する施設の系統

から重大事故等対処設備の系統に速やか

に切り替えられる設計とする。⑪-2

【○60 P29へ】 

 

放射線監視設備，代替モニタリング設備

のうち，可搬型排気モニタリング設備，

可搬型環境モニタリング設備及び可搬型

建屋周辺モニタリング設備は，再処理施

設の運転中又は停止中に校正，機能の確

認，性能の確認及び外観の確認が可能な

設計とする。⑫-2【○61 P30,37,59へ】 

 

また，放射線監視設備のうち，主排気筒

の排気モニタリング設備及び北換気筒

（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

の排気モニタリング設備は，各々が独立

して試験又は検査が可能な設計とする。

⑫-3【○62 P30へ】 

 

代替モニタリング設備のうち，可搬型排

気モニタリング用データ伝送装置，可搬

型データ表示装置，可搬型排気モニタリ

ング用発電機，可搬型環境モニタリング

用データ伝送装置及び可搬型環境モニタ

リング用発電機は，再処理施設の運転中

又は停止中に機能の確認，性能の確認及

び外観の確認が可能な設計とする。⑫-4

【○63 P59へ】 

 

   

  (ａ) 主要な設備 

(イ) 放射線監視設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

主排気筒の排気モニタリング設備（設計

基準対象の施設と兼用） 

排気筒モニタ 

２ 系列 □2  

排気サンプリング設備 

 ２ 系列 ⑨-6 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気モニタリング設備（設計

基準対象の施設と兼用） 

   

 

 

 

 

 

 

 

⑨-6（P28へ） 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可

時に事業許可基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA 設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 

【許可からの変更点】 

設備階層を示しているも

のであるため，基本設計

方針には設備名称を記載

した。 

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更

許可では複数の設備を

括って記載している

が，設工認では設備区

分ごとに説明すること

から対象設備を分割し

て記載したため。 

【「等」の解説】 

詳細な保守・修理の方法について

は，保安規定において明確化する

ため，基本設計方針では「等」の

ままとした。（以下同じ） 
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排気筒モニタ 

 ２ 系列 □2  

排気サンプリング設備 

 ２ 系列 ⑨-6 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）（設計基準対象の施設と兼用）           

１ 基 □2  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備

（設計基準対象の施設と兼用） 

１ 系列 □2  

環境モニタリング設備（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用）（設計基準対象の施設と兼

用） 

モニタリングポスト 

９ 台 □2  

ダストモニタ 

９ 台□2  

 

(ロ)  代替モニタリング設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備

（設計基準対象の施設と兼用）（放射線

監視設備と兼用） 

 １ 系列  □2  

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型排気モニタリング設備 

可搬型ガスモニタ 

 ４ 台（予備として故障時のバックア

ップを２台） □2  

可搬型排気サンプリング設備 

 ４ 台（予備として故障時のバックア

ップを２台） ⑨-8 

可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置 

４ 台（予備として故障時のバックア

ップを２台） ⑨-9 

可搬型データ表示装置 

２ 台（予備として故障時のバックア

ップを１台） ⑨-13 

可搬型排気モニタリング用発電機（ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用） 

３ 台（予備として故障時及び待機除

外時のバックアップを２台） □2  

可搬型環境モニタリング設備（ＭＯＸ燃

料加工施設と共用） 

可搬型線量率計 

 18 台（予備として故障時のバックア

ップを９台） □2  

可搬型ダストモニタ 

 18 台（予備として故障時のバックア

ップを９台） □2  

 

 

 

⑨-6（P28へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-8（P45へ） 

 

 

 

⑨-9（P46へ） 

 

 

⑨-13（P47へ） 
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可搬型環境モニタリング用データ伝送装

置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

18 台（予備として故障時のバックア

ップを９台） ⑨-12 

可搬型環境モニタリング用発電機（ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用） 

19 台（予備として故障時及び待機除

外時のバックアップを 10台） 

□2  

可搬型建屋周辺モニタリング設備 

ガンマ線用サーベイメータ（SA） 

16 台（予備として故障時のバックア

ップを８台） □2  

中性子線用サーベイメータ（SA） 

４ 台（予備として故障時のバックア

ップを２台） □2  

アルファ・ベータ線用サーベイメータ

（SA） 

６ 台（予備として故障時のバックア

ップを３台） □2  

可搬型ダストサンプラ（SA） 

６ 台（予備として故障時のバックア

ップを３台） ⑨-18 

 

監視測定用運搬車（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用） 

７ 台（予備として故障時及び待機除

外時のバックアップを４台）⑨-19

【○64 P47,53へ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-12（P57へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-18（P58へ） 
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6.2.2 代替環境モニタリング設備 

重大事故等時において，環境モニタリ

ング設備が機能喪失した場合に，その

機能を代替する代替環境モニタリング

設備を可搬型重大事故等対処設備とし

て設ける設計とする。②-7,⑬-3 

 

代替環境モニタリング設備は，可搬型

環境モニタリング設備の可搬型線量率

計及び可搬型ダストモニタ，可搬型環

境モニタリング用データ伝送装置，可

搬型データ表示装置，可搬型建屋周辺

モニタリング設備のガンマ線用サーベ

イメータ（ＳＡ），中性子線用サーベ

イメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ

線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

型ダストサンプラ（ＳＡ），可搬型環

境モニタリング用発電機並びに監視測

定用運搬車で構成する。②-8,⑬-4 

 

可搬型データ表示装置は代替排気モニ

タリング設備と兼用する設計とする。

②-11 

 

 

 

監視測定用運搬車は代替排気モニタリ

ング設備と兼用する設計とする。②-12 

 

 

 

可搬型環境モニタリング設備は，周辺

監視区域において，線量を測定すると

ともに，空気中の放射性物質を連続的

に捕集及び測定する設計とする。②-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等時において，放射線監視設備

が機能喪失した場合に，その機能を代替

する代替モニタリング設備を可搬型重大

事故等対処設備として配備する。②-7,

⑬-1,3【㉕P38から】 

 

代替モニタリング設備は，可搬型排気モ

ニタリング設備，可搬型排気モニタリン

グ用データ伝送装置，可搬型データ表示

装置，可搬型排気モニタリング用発電

機，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設

備のダクトの一部，可搬型環境モニタリ

ング設備，可搬型環境モニタリング用デ

ータ伝送装置，可搬型環境モニタリング

用発電機，可搬型建屋周辺モニタリング

設備及び監視測定用運搬車で構成する。

②-8,⑬-2,4【㉜P39から】 

 

 

可搬型データ表示装置は，代替モニタリ

ング設備及び代替気象観測設備で同時に

要求される測定値又は観測値の表示機能

を有する設計とし，兼用できる設計とす

る。②-11【㊾P47から】 

 

監視測定用運搬車（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用）②-12 

７ 台（予備として故障時及び待機除外

時のバックアップを４台）⑨-19 

【○64 P52から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型環境モニタリング設備は，環境モ

ニタリング設備が機能喪失した場合に，

【◇1 】周辺監視区域において，線量を

測定するとともに，空気中の粒子状◇7

放射性物質を連続的に捕集及び測定でき

る設計とし，環境モニタリング設備のモ

ニタリングポスト及びダストモニタを代

替し得る十分な台数を有する設計

【◇1 】とする。②-9【㉝P41から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4  移動式周辺モニタリング設備 

（設計基準の設備，代替試料分析関係設
備及び代替放射能観測設備に係る記載の
ため中略） 

モニタリング・ポストが機能喪失した場

合にその機能を代替する移動式周辺モニ

タリング設備として，可搬型モニタリン

グ・ポストを設け，重大事故等が発生し

た場合に，周辺監視区域境界付近におい

て，発電用原子炉施設から放出される放

射線量を監視し，及び測定し，並びにそ

の結果を記録できる設計とする。 

記録は，電磁的に記録，保存し，電源喪

失により保存した記録が失われず，必要

な容量を保存できる設計とする。 

 

可搬型モニタリング・ポストは，モニタ

リング・ポストを代替し得る十分な個数

を保管する設計とする。【○86 P56へ】 

 

また，指示値は，衛星系回線により伝送

し，緊急時対策所で可搬型モニタリン

グ・ポスト端末にて監視できる設計とす

る。【○87 P57へ】 

 

可搬型モニタリング・ポストは，重大事

故等が発生した場合に，発電所海側及び

緊急時対策所付近等において，発電用原

子炉施設から放出される放射線量を監視

し，及び測定し，並びにその結果を記録

できる設計とするとともに，緊急時対策

所内への希ガス等の放射性物質の侵入を

低減又は防止するための確実な判断に用

いる設計とする。 

 

これらの設備は，炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損が発生した場合に

放出されると想定される放射性物質の濃

度及び放射線量を測定できる設計とす

る。【○88 P56へ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-12 の記載は，新た

に階層を設定したこ

とにより必要となっ

た記載である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

可搬型環境モニタリン

グ設備及び可搬型建屋

周辺モニタリング設備

の構成を明確化するた

めに記載した。 

【許可からの変更点】 

他の設備と兼用するこ

とを明確に示すため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，設備

間で兼用することについ

て記載しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の基本設計方針で

は設備構成を説明してい

ないが，再処理施設は事

業変更許可の記載を踏襲

し，設備構成としての一

文を追加しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許可の記載を

踏襲し，可搬型環境モニタリング設

備にて粒子状放射性物質を捕集し，

測定することを記載しているため。 

【許可からの変更点】 

代替される設備との関係

を明確化するために設工

認で新たに階層を設定し

たため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の可搬型モニタリングポ

ストは，内陸部にある再処理施設の

周辺監視区域境界付近に設置した既

設のモニタリングポスト近傍に設置

することとしているため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

代替環境モニタリ

ング設備の記録の

保存については，

当社では，「6.1.2

（1）代替排気モニ

タリング設備」の

基本設計方針にて

記載するため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

緊急時対策所付近

の測定について

は，当社では再処

理施設の技術基準

規則第五十条の基

本設計方針に記載

するため。 
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可搬型建屋周辺モニタリング設備は，

重大事故等が発生した場合に，重大事

故等の対処を行う前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固

化建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋の周辺における線量当量率並びに出

入管理室を設置する出入管理建屋，低

レベル廃棄物処理建屋及び使用済燃料

受入れ・貯蔵管理建屋の周辺における

空気中の放射性物質の濃度及び線量当

量率を監視し，及び測定し，並びにそ

の結果を記録できるように，測定値を

指示する設計とする。②-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

可搬型建屋周辺モニタリング設備は，重

大事故等が発生した場合に，重大事故等

の対処を行う前処理建屋，分離建屋，精

製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の周辺にお

ける線量当量率並びに出入管理室を設置

する出入管理建屋，低レベル廃棄物処理

建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建

屋の周辺における空気中の放射性物質の

濃度及び線量当量率を監視し，及び測定

し，並びにその結果を記録できる設計と

する。②-10【㉞P41から】 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

可搬型環境モニタリング設備，可搬型

環境モニタリング用データ伝送装置及

び可搬型環境モニタリング用発電機

は，MOX燃料加工施設と共用する。⑧-4 

 

 

 

重大事故等時において，環境モニタリン

グ設備，可搬型排気モニタリング用発電

機，可搬型環境モニタリング設備，可搬

型環境モニタリング用データ伝送装置，

可搬型環境モニタリング用発電機及び監

視測定用運搬車は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用する。⑧-4【㉟P42から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型排気モニタリング用発電機，可搬

型環境モニタリング設備，可搬型環境モ

ニタリング用データ伝送装置，可搬型環

境モニタリング用発電機及び監視測定用

運搬車は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る。⑧-4【㊲P42から】 

 

 

  

【許可からの変更点】 

発電炉の記載を参考に，

記録に関する設計を明確

化した。（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社では，可搬型環境モニ

タリング設備を設置するま

での間，可搬型建屋周辺モ

ニタリング設備により監視

を行うこととしているた

め。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業許可基準規則第三十三

条重大事故等対処設備の設

計方針を各 SA 設備条文に

展開し，記載していること

から当社特有の記載として

いる。 
 

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更許可では複数

の設備を括って記載しているが，設

工認では設備区分ごとに説明するこ

とから対象設備を分割して記載した

ため。 
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MOX 燃料加工施設と共用する可搬型環境

モニタリング設備及び可搬型環境モニ

タリング用発電機は，再処理施設及び

MOX 燃料加工施設における重大事故等対

処を考慮し，十分な容量及び台数を確

保することで，共用によって重大事故

等時の対処に影響を及ぼさない設計と

する。⑧-5 

 

MOX 燃料加工施設と共用する可搬型環境

モニタリング用データ伝送装置は，再

処理施設及び MOX燃料加工施設における

重大事故等対処を考慮し，十分な台数

を確保することで，共用によって重大

事故等時の対処に影響を及ぼさない設

計とする。⑧-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等時において，共用する環境モ

ニタリング設備，可搬型排気モニタリン

グ用発電機，可搬型環境モニタリング設

備，可搬型環境モニタリング用データ伝

送装置，可搬型環境モニタリング用発電

機及び監視測定用運搬車は，再処理施設

及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事

故等対処を考慮し，共用によって重大事

故時の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。⑧-5【㊱P42から】 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型排

気モニタリング用発電機，可搬型環境モ

ニタリング設備，可搬型環境モニタリン

グ用データ伝送装置，可搬型環境モニタ

リング用発電機及び監視測定用運搬車

は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設

における重大事故等対処を考慮し，共用

によって重大事故時の対処に影響を及ぼ

さない設計とする。⑧-5【㊳P42から】 

 

 

  

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許

可時に事業許可基準

規則第三十三条重大

事故等対処設備の設

計方針を各 SA 設備条

文に展開し，記載し

ていることから当社

特有の記載としてい

る。 

【許可からの変更

点】 

再処理施設の事業変

更許可では複数の設

備を括って記載して

いるが，設工認では

設備区分ごとに説明

することから対象設

備を分割して記載し

たため。 
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可搬型環境モニタリング設備，可搬型

環境モニタリング用データ伝送装置及

び可搬型環境モニタリング用発電機

は，共通要因によって環境モニタリン

グ設備と同時にその機能が損なわれる

おそれがないように，故障時のバック

アップを含めて必要な数量を環境モニ

タリング設備が設置される周辺監視区

域境界付近から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した複数の外部保管エリアに分散

して保管することで位置的分散を図る

設計とする。⑦-5 

 

 

可搬型建屋周辺モニタリング設備は，

共通要因によって環境モニタリング設

備と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないように，故障時のバックアッ

プを含めて必要な数量を環境モニタリ

ング設備が設置される周辺監視区域境

界付近から 100ｍ以上の離隔距離を確保

した外部保管エリアに保管するととも

に，制御建屋及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋にも保管することで位置的分

散を図る設計とする。⑦-6 

 

 

MOX 燃料加工施設と共用する可搬型環境

モニタリング設備は，周辺監視区域に

おいて，放射性物質の濃度及び線量の

監視，測定に必要なサンプリング量及

び計測範囲を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数及び予備として

故障時のバックアップを含め十分な台

数を確保する設計とする。⑨-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替モニタリング設備のうち，可搬型環

境モニタリング設備，可搬型環境モニタ

リング用データ伝送装置及び可搬型環境

モニタリング用発電機は，放射線監視設

備の環境モニタリング設備と共通要因に

よって同時にその機能が損なわれるおそ

れがないように，故障時バックアップを

含めて必要な数量を放射線監視設備の環

境モニタリング設備が設置される周辺監

視区域境界付近から 100ｍ以上の離隔距

離を確保した複数の外部保管エリアに分

散して保管することで位置的分散を図

る。⑦-5【㊵P44から】 

 

代替モニタリング設備の可搬型建屋周辺

モニタリング設備は，放射線監視設備の

環境モニタリング設備と共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれが

ないように，故障時バックアップを含め

て必要な数量を放射線監視設備の環境モ

ニタリング設備が設置される周辺監視区

域境界付近から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した外部保管エリアに保管するとと

もに，制御建屋及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋にも保管することで位置的分散

を図る。⑦-6【㊶P44から】 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型環

境モニタリング設備は，周辺監視区域に

おいて，放射性物質の濃度及び線量の監

視，測定に必要なサンプリング量及び計

測範囲を有する設計とするとともに，保

有数は，必要数として９台，【□2 】予備

として故障時のバックアップを９台

【□2 】の合計 18 台【□2 】以上を確保す

る。⑨-11【㊻P46から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型モニタリング・ポストは，モニタ

リング・ポストを代替し得る十分な個数

を保管する設計とする。【○86 P53から】 

 

これらの設備は，炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損が発生した場合に

放出されると想定される放射性物質の濃

度及び放射線量を測定できる設計とす

る。【○88 P53から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-11（P39,52から） 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許

可時に事業許可基準

規則第三十三条重大

事故等対処設備の設

計方針を各 SA 設備条

文に展開し，記載し

ていることから当社

特有の記載としてい

る。 
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MOX 燃料加工施設と共用する可搬型環境

モニタリング用データ伝送装置は，可

搬型環境モニタリング設備の測定値を

衛星通信により中央制御室及び緊急時

対策所に伝送できる設計とするととも

に，保有数は，必要数として９台，予

備として故障時のバックアップを９台

の合計 18 台以上を確保する設計とす

る。⑨-12 

 

MOX 燃料加工施設と共用する可搬型環境

モニタリング用発電機は，可搬型環境

モニタリング設備及び可搬型環境モニ

タリング用データ伝送装置に給電でき

る容量を有する設計とするとともに，

保有数は，必要数並びに予備として故

障時及び点検保守による待機除外時の

バックアップを含め十分な台数を確保

する設計とする。⑨-15 

 

 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）

は，建屋周辺において，線量当量率を

測定するための計測範囲を有する設計

とするとともに，保有数は，必要数及

び予備として故障時のバックアップを

含め十分な台数を確保する設計とす

る。⑨-16 

 

 

中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）

は，建屋周辺において，線量当量率を

測定するための計測範囲を有する設計

とするとともに，保有数は，必要数及

び予備として故障時のバックアップを

含め十分な台数を確保する設計とす

る。⑨-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型環

境モニタリング用データ伝送装置は，可

搬型環境モニタリング設備の測定値を衛

星通信により中央制御室及び緊急時対策

所に伝送できる設計とするとともに，保

有数は，必要数として９台，予備として

故障時のバックアップを９台の合計 18

台以上を確保する。⑨-12 

【㊼P46から】 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型環

境モニタリング用発電機は，代替モニタ

リング設備のうち，可搬型環境モニタリ

ング設備及び可搬型環境モニタリング用

データ伝送装置に給電できる容量を有す

る設計とするとともに，保有数は，必要

数として９台，【□2 】予備として故障時

及び点検保守による待機除外時のバック

アップを 10台【□2 】の合計 19台【□2 】

以上を確保する。⑨-15【㊽P47から】 

 

可搬型建屋周辺モニタリング設備のガン

マ線用サーベイメータ（SA）は，建屋周

辺において，線量当量率を測定するため

の計測範囲を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数として８台，

【□2 】予備として故障時のバックアップ

を８台【□2 】の合計 16 台【□2 】以上を

確保する。⑨-16【㊿P48から】 

 

可搬型建屋周辺モニタリング設備の中性

子線用サーベイメータ（SA）は，建屋周

辺において，線量当量率を測定するため

の計測範囲を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数として２台，

【□2 】予備として故障時のバックアップ

を２台【□2 】の合計４台【□2 】以上を確

保する。⑨-17【○51 P48から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，指示値は，衛星系回線により伝送

し，緊急時対策所で可搬型モニタリン

グ・ポスト端末にて監視できる設計とす

る。【○87 P53から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-12（P39から） 

⑨-12（P52から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-15（P39,52から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-16（P39,52から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-17（P39,52から） 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可

時に事業許可基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA 設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 

【許可からの変更点】 

設備階層を示しているものであ

るため，基本設計方針には設備

名称を記載した。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故等対処設備の測定値の記録

設備については、当社では再処理施

設の技術基準規則第五十条の基本設

計方針において記載するため。 
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アルファ・ベータ線用サーベイメータ

（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ

（ＳＡ）は，建屋周辺において，空気

中の放射性物質の濃度を測定するため

のサンプリング量及び計測範囲を有す

る設計とするとともに，アルファ・ベ

ータ線用サーベイメータ（ＳＡ）の保

有数は，必要数及び予備として故障時

のバックアップを含め十分な台数を確

保する設計とし，可搬型ダストサンプ

ラ（ＳＡ）の保有数は，必要数として

３台，予備として故障時のバックアッ

プを３台の合計６台以上を確保する設

計とする。⑨-18 

 

地震を要因とする重大事故等が発生し

た場合に対処に用いる可搬型環境モニ

タリング設備，可搬型環境モニタリン

グ用データ伝送装置，可搬型建屋周辺

モニタリング設備及び可搬型環境モニ

タリング用発電機は，「９．２ 重大

事故等対処設備」の「９．２．７ 地

震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とするこ

とで重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。⑩-6 

 

可搬型環境モニタリング設備，可搬型

環境モニタリング用データ伝送装置，

可搬型建屋周辺モニタリング設備及び

可搬型環境モニタリング用発電機は，

外部からの衝撃による損傷を防止でき

る制御建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋，第１保管庫・貯水所及び第２保

管庫・貯水所に保管し，風（台風）等

により重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。⑩-8 

 

 

 

 

 

 

可搬型建屋周辺モニタリング設備は，

溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの保管，被

水防護及び被液防護する設計とする。

⑦-9 

 

 

可搬型建屋周辺モニタリング設備のアル

ファ・ベータ線用サーベイメータ（SA）

及び可搬型ダストサンプラ（SA）は，建

屋周辺において，空気中の放射性物質の

濃度を測定するためのサンプリング量及

び計測範囲を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数として３台，予備

として故障時のバックアップを３台の合

計６台以上を確保する。⑨-18 

【○52 P48から】 

 

 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる主排気筒の排気モニタリング設備

の配管の一部は，「ロ.（７）（ⅱ）

（ｂ）（ホ）地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることでその機能を損なわない設

計とする。⑩-6【○53 P48から】 

 

 

 

 

 

代替モニタリング設備のうち，可搬型排

気モニタリング設備，可搬型排気モニタ

リング用データ伝送装置，可搬型データ

表示装置，可搬型排気モニタリング用発

電機，可搬型環境モニタリング設備，可

搬型環境モニタリング用データ伝送装

置，可搬型建屋周辺モニタリング設備及

び可搬型環境モニタリング用発電機は，

外部からの衝撃による損傷を防止できる

主排気筒管理建屋，制御建屋，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋，第１保管庫・貯水

所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風

（台風）等により機能を損なわない設計

とする。⑩-8【○55 P49から】 

 

代替モニタリング設備のうち，可搬型デ

ータ表示装置及び可搬型建屋周辺モニタ

リング設備は，溢水量及び化学薬品の漏

えい量を考慮し，影響を受けない高さへ

の保管，被水防護及び被液防護する設計

とする。⑦-9【○56 P49から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-18（P39,52から） 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業許可基準規則第三

十三条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更許可では

複数の設備を括って記載してい

るが，設工認では設備区分ごと

に説明することから対象設備を

分割して記載したため。 

【許可からの変更点】 

設備階層を示しているものであるた

め，基本設計方針には設備名称を記

載した。 
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可搬型環境モニタリング設備，可搬型

環境モニタリング用データ伝送装置，

可搬型建屋周辺モニタリング設備及び

可搬型環境モニタリング用発電機は，

内部発生飛散物の影響を考慮し，制御

建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，

第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・

貯水所の内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に保管することにより，重大

事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。⑩-11 

 

可搬型環境モニタリング設備及び可搬

型建屋周辺モニタリング設備は，通常

時において，重大事故等に対処するた

めに必要な機能を確認するため，校

正，機能の確認，性能の確認及び外観

の確認が可能な設計とする。⑫-2 

 

また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。⑫-2 

 

 

 

可搬型環境モニタリング用データ伝送

装置及び可搬型環境モニタリング用発

電機は，通常時において，重大事故等

に対処するために必要な機能を確認す

るため，機能の確認，性能の確認及び

外観の確認が可能な設計とする。⑫-4 

 

また，当該機能を健全に維持するた

め，取替え等が可能な設計とする。⑫-

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替モニタリング設備は内部発生飛散物

の影響を考慮し，主排気筒管理建屋，制

御建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，

第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯

水所の内部発生飛散物の影響を受けない

場所に保管することにより，機能を損な

わない設計とする。⑩-11 

【○58 P49から】 

 

 

 

 

放射線監視設備，代替モニタリング設備

のうち，可搬型排気モニタリング設備，

可搬型環境モニタリング設備及び可搬型

建屋周辺モニタリング設備は，再処理施

設の運転中又は停止中に校正，機能の確

認，性能の確認及び外観の確認が可能な

設計とする。⑫-2【○61 P50から】 

 

 

 

 

 

代替モニタリング設備のうち，可搬型排

気モニタリング用データ伝送装置，可搬

型データ表示装置，可搬型排気モニタリ

ング用発電機，可搬型環境モニタリング

用データ伝送装置及び可搬型環境モニタ

リング用発電機は，再処理施設の運転中

又は停止中に機能の確認，性能の確認及

び外観の確認が可能な設計とする。⑫-4

【○63 P50から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業許可基準規則第三

十三条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更許

可では複数の設備を括っ

て記載しているが，設工

認では設備区分ごとに説

明することから対象設備

を分割して記載したた

め。 

【許可からの変更点】 

設備階層を示しているものである

ため，基本設計方針には設備名称

を記載した。 
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6.3 試料分析関係設備 

再処理施設の作業環境，設備及び物

品の放射線管理用試料の放射能を測定

するための試料分析関係設備として，

放射能測定設備の放射能測定装置（ア

ルファ・ベータ線用），核種分析装置

（アルファ線用）及び核種分析装置

（ガンマ線用）を設置する設計とす

る。 

再処理施設からの放射性気体廃棄物

及び放射性液体廃棄物の放出に係る試

料の分析及び放射能測定を行うための

試料分析関係設備として，放出管理分

析設備の放射能測定装置（アルファ・

ベータ線用），放射能測定装置（低エ

ネルギーベータ線用）及び核種分析装

置（ガンマ線用）を設置する設計とす

る。 

周辺監視区域境界付近で採取した試

料の放射能測定を行うための試料分析

関係設備として，環境試料測定設備の

放射能測定装置（ベータ線用），核種

分析装置（アルファ線用）及び核種分

析装置（ガンマ線用）を設置する設計

とする。 

環境試料測定設備のうち，核種分析

装置（アルファ線用）及び核種分析装

置（ガンマ線用）は，MOX 燃料加工施設

と共用する。環境試料測定設備のう

ち，核種分析装置（アルファ線用）及

び核種分析装置（ガンマ線用）は，MOX

燃料加工施設と共用するが，仕様及び

運用を各施設で同一とし，周辺監視区

域が同一の区域であることにより，測

定結果の共有を図る設計とすること

で，共用によって再処理施設の安全性

を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．試料分析関係設備 

試料分析関係設備は，採取された排気試

料又は環境試料を測定できる設計とす

る。◇1  

 

放出管理分析設備は，主排気筒の排気サ

ンプリング設備及び北換気筒（使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サン

プリング設備で捕集した放射性よう素，

粒子状放射性物質，炭素－14 及びトリ

チウムの放射性物質の濃度を測定できる

設計とする。◇7  

環境試料測定設備は，ダストモニタ及び

可搬型ダストモニタで捕集した粒子状放

射性物質の濃度を測定できる設計とす

る。◇7  

環境試料測定設備は，再処理施設からの

放射性物質の放出のおそれがあると判断

した場合に，再処理施設及びその周辺で

採取した，水中及び土壌中の放射性物質

の濃度を測定できる設計とする。◇7  

 

  

 重大事故等時において，試料分析関係

設備のうち，放出管理分析設備の放射

能測定装置（アルファ・ベータ線

用），放射能測定装置（低エネルギー

ベータ線用）及び核種分析装置（ガン

マ線用）並びに環境試料測定設備の核

種分析装置（ガンマ線用）を常設重大

事故等対処設備として位置付け，再処

理施設から放出される放射性物質の濃

度及び周辺監視区域境界付近の空気中

の放射性物質の濃度を測定する設計と

する。③-4 

 

重大事故等時において，再処理施設外へ

放出する放射性物質の濃度及び周辺監視

区域境界付近の空気中の放射性物質の濃

度を測定するため，試料分析関係設備を

常設重大事故等対処設備として位置付け

る。③-4【③P20から】 

   

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では重大事故等時，

工場等およびその周辺にお

ける放射性物質濃度の測定

を移動式周辺モニタリング

設備にて実施することとし

ているため。 
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 放出管理分析設備の放射能測定装置

（アルファ・ベータ線用），放射能測

定装置（低エネルギーベータ線用）及

び核種分析装置（ガンマ線用）並びに

環境試料測定設備の核種分析装置（ガ

ンマ線用）は，重大事故等時におい

て，捕集した試料の放射性物質の濃度

を測定し，及びその結果を記録できる

ように，測定値を指示する設計とす

る。③-5 

試料分析関係設備は，放出管理分析設備

及び環境試料測定設備で構成し，重大事

故等時において，捕集した試料の放射性

よう素，粒子状放射性物質，炭素－14

及びトリチウムの濃度を測定できる設計

とする。③-5【⑥P20から】 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境試料測定設備の核種分析装置（ガ

ンマ線用）は，MOX 燃料加工施設と共用

する。⑧-1 

 

 

MOX 燃料加工施設と共用する環境試料測

定設備の核種分析装置（ガンマ線用）

は，再処理施設及び MOX燃料加工施設に

おける重大事故等対処を考慮し，十分

な容量及び台数を確保することで，共

用によって重大事故等時の対処に影響

を及ぼさない設計とする。⑧-2 

 

重大事故等時において，環境試料測定設

備及び可搬型試料分析設備の一部は，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設と共用する。⑧-1

【⑨P21から】 

 

重大事故等時において，共用する環境試

料測定設備及び可搬型試料分析設備の一

部は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施

設における重大事故等対処を考慮し，共

用によって重大事故時の対処に影響を及

ぼさない設計とする。⑧-2 

【⑩P21から】 

 

環境試料測定設備は，ＭＯＸ燃料加工施

設と共用する。⑧-1 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する環境試料

測定設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料

加工施設における重大事故等対処を考慮

し，共用によって重大事故時の対処に影

響を及ぼさない設計とする。⑧-2 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内的事象を要因とする重大事故等が発

生した場合に対処に用いる放出管理分

析設備の放射能測定装置（アルファ・

ベータ線用），放射能測定装置（低エ

ネルギーベータ線用）及び核種分析装

置（ガンマ線用）並びに環境試料測定

設備の核種分析装置（ガンマ線用）

は，自然現象，人為事象，溢水，化学

薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物

により機能が損なわれる場合，代替設

備による機能の確保又は修理の対応の

手順を保安規定に定め管理することに

より重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。⑩-1 

 

放出管理分析設備の放射能測定装置

（アルファ・ベータ線用），放射能測

定装置（低エネルギーベータ線用）及

び核種分析装置（ガンマ線用）並びに

環境試料測定設備の核種分析装置（ガ

ンマ線用）は，安全機能を有する施設

として使用する場合と同じ系統構成で

重大事故等対処設備として使用するこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。⑧-3 

 

 

内的事象を要因として発生した場合に対

処に用いる試料分析関係設備は，自然現

象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，

火災及び内部発生飛散物に対して代替設

備による機能の確保，修理の対応等によ

り重大事故等に対処するための機能を損

なわない設計とする。⑩-1 

【⑪P21から】 

 

 

 

 

 

 

 

試料分析関係設備は，安全機能を有する

施設として使用する場合と同様に重大事

故等対処設備として使用することによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。⑧-3【⑬P21から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業許可基準規則第三

十三条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設備

条文に展開し，記載して

いることから当社特有の

記載としている。 

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更許

可では複数の設備を括っ

て記載しているが，設工

認では設備区分ごとに説

明することから対象設備

を分割して記載したた

め。 
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放出管理分析設備の放射能測定装置

（アルファ・ベータ線用），放射能測

定装置（低エネルギーベータ線用）及

び核種分析装置（ガンマ線用）は，再

処理施設から放出される放射性物質の

濃度を測定するために必要な計測範囲

に対して十分な容量を有する設計とす

るとともに，十分な台数を有する設計

とする。⑨-1 

 

MOX 燃料加工施設と共用する環境試料測

定設備の核種分析装置（ガンマ線用）

は，再処理施設及び MOX燃料加工施設か

ら放出される放射性物質の濃度を測定

するために必要な計測範囲に対して十

分な容量を有する設計とするととも

に，十分な台数を有する設計とする。

⑨-2 

 

放出管理分析設備の放射能測定装置

（アルファ・ベータ線用），放射能測

定装置（低エネルギーベータ線用）及

び核種分析装置（ガンマ線用）並びに

環境試料測定設備の核種分析装置（ガ

ンマ線用）は内部発生飛散物の影響を

考慮し，分析建屋及び環境管理建屋の

内部発生飛散物の影響を受けない場所

に設置することにより，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計

とする。⑩-3 

 

放出管理分析設備の放射能測定装置

（アルファ・ベータ線用），放射能測

定装置（低エネルギーベータ線用）及

び核種分析装置（ガンマ線用）並びに

環境試料測定設備の核種分析装置（ガ

ンマ線用）は，通常時において，重大

事故等に対処するために必要な機能を

確認するため，校正，機能の確認，性

能の確認及び外観の確認が可能な設計

とする。⑫-1 

 

また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。⑫-1 

 

 

 

 

 

 

試料分析関係設備の放出管理分析設備

は，再処理施設から放出される放射性物

質の濃度を測定するために必要な計測範

囲に対して十分な容量を有する設計とす

るとともに，１台【□2 】を有する設計と

する。⑨-1【⑭P21から】 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する試料分析

関係設備の環境試料測定設備は，再処理

施設及びＭＯＸ燃料加工施設から放出さ

れる放射性物質の濃度を測定するために

必要な計測範囲に対して十分な容量を有

する設計とするとともに，１台【□2 】を

有する設計とする。⑨-2  

【⑮P21から】 

 

試料分析関係設備は内部発生飛散物の影

響を考慮し，分析建屋及び環境管理建屋

の内部発生飛散物の影響を受けない場所

に設置することにより，機能を損なわな

い設計とする。⑩-3【⑳P22から】 

 

 

 

 

 

 

 

試料分析関係設備及び代替試料分析関係

設備は，再処理施設の運転中又は停止中

に校正，機能の確認，性能の確認及び外

観の確認が可能な設計とする。⑫-1

【㉒P23から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更許可では

複数の設備を括って記載してい

るが，設工認では設備区分ごと

に説明することから対象設備を

分割して記載したため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業許可基準規則第三

十三条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 
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6.4 代替試料分析関係設備 

重大事故等時において，試料分析関係

設備が機能喪失した場合に，その機能

を代替する代替試料分析関係設備を可

搬型重大事故等対処設備として設ける

設計とする。③-6 

 

代替試料分析関係設備は，可搬型試料

分析設備の可搬型放射能測定装置，可

搬型トリチウム測定装置及び可搬型核

種分析装置で構成する。③-7 

 

可搬型試料分析設備は，放出管理分析

設備が機能喪失した場合に，排気サン

プリング設備（主排気筒），排気サン

プリング設備（使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋換気筒）及び可搬型排気サンプ

リング設備で捕集した放射性物質の濃

度を測定し，及びその結果を記録でき

るように，測定値を指示する設計とす

る。③-8 

 

 

可搬型試料分析設備は，環境試料測定

設備が機能喪失した場合に，ダストモ

ニタ及び可搬型ダストモニタで捕集し

た放射性物質の濃度を測定し，及びそ

の結果を記録できるように，測定値を

指示する設計とする。③-9 

 

可搬型放射能測定装置及び可搬型核種

分析装置は，再処理施設からの放射性

物質の放出のおそれがあると判断した

場合に，再処理施設及びその周辺で採

取した，水中及び土壌中の放射性物質

の濃度を測定し，及びその結果を記録

できるように，測定値を指示する設計

とする。③-10 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型放射能測定装置及び可搬型核種

分析装置は，MOX 燃料加工施設と共用す

る。⑧-1 

 

 

 

 

重大事故等時において，試料分析関係設

備が機能喪失した場合に，その機能を代

替する代替試料分析関係設備を可搬型重

大事故等対処設備として配備する。③-6 

【⑦P20から】 

 

代替試料分析関係設備は，可搬型試料分

析設備で構成する。③-7【⑧P20から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等時において，環境試料測定設

備及び可搬型試料分析設備の一部は，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設と共用する。⑧-1

【⑨P21から】 

 

 

ｄ．代替試料分析関係設備   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型試料分析設備は，放出管理分析設

備が機能喪失した場合に，主排気筒の排

気サンプリング設備，北換気筒（使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サ

ンプリング設備及び可搬型排気サンプリ

ング設備で捕集した放射性よう素，粒子

状放射性物質，炭素－14 及びトリチウ

ムの放射性物質の濃度を測定する設計と

する。③-8 

 

 

可搬型試料分析設備は，環境試料測定設

備が機能喪失した場合に，ダストモニタ

及び可搬型ダストモニタで捕集した粒子

状放射性物質の濃度を測定する設計とす

る。③-9 

 

 

可搬型試料分析設備のうち，可搬型放射

能測定装置及び可搬型核種分析装置は，

再処理施設からの放射性物質の放出のお

それがあると判断した場合に，再処理施

設及びその周辺で採取した，水中及び土

壌中の放射性物質の濃度を測定する設計

とする。③-10 

 

可搬型核種分析装置及び可搬型トリチウ

ム測定装置は，可搬型排気モニタリング

用発電機から受電し，可搬型放射能測定

装置の電源は，乾電池又は充電池を使用

する設計とする。◇7  

 

可搬型放射能測定装置及び可搬型核種分

析装置は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る。⑧-1 

 

 

1.1.4  移動式周辺モニタリング設備 

（設計基準の設備に係る記載のため中
略） 

重大事故等が発生した場合に発電所及び

その周辺（発電所の周辺海域を含む。）

において，発電用原子炉施設から放出さ

れる放射性物質の濃度（空気中，水中，

土壌中）及び放射線量を監視するための

移動式周辺モニタリング設備として，Ｎ

ａＩシンチレーションサーベイ・メー

タ，β線サーベイ・メータ，ＺｎＳシン

チレーションサーベイ・メータ及び電離

箱サーベイ・メータを設け，測定結果を

記録し，保存できるように測定値を表示

できる設計とし，可搬型ダスト・よう素

サンプラ（個数 2（予備 1）），小型船

舶（個数 1（予備 1））を保管する設計

とする。 

（代替放射能観測設備及び代替環境モニ
タリング設備に係る記載のため中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の基本設計方針では

設備構成を説明していない

が，再処理施設は事業変更

許可の記載を踏襲し，設備

構成としての一文を追加し

ているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業許可基準規則第三十三

条重大事故等対処設備の設

計方針を各 SA 設備条文に

展開し，記載していること

から当社特有の記載として

いる。 

【許可からの変更点】 

可搬型試料分析設備の構成を明確化

するために記載した。 

【許可からの変更点】 

設備階層を示しているものであるた

め，基本設計方針には設備名称を記

載した。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の立地が海に面しておら

ず，発電炉において海上モニタリン

グのみに使用する設備（電離箱サー

ベイ・メータ及び小型船舶）である

ため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

代替試料分析関係設備にて測定する，再処理施設から放出さ

れる放射性物質の濃度（空気中）を測定するための試料は，

排気サンプリング設備，可搬型排気サンプリング設備，ダス

トモニタ及び可搬型ダストモニタにて採取するため。 
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MOX 燃料加工施設と共用する可搬型放射

能測定装置及び可搬型核種分析装置

は，再処理施設及び MOX燃料加工施設に

おける重大事故等対処を考慮し，十分

な容量及び台数を確保することで，共

用によって重大事故等時の対処に影響

を及ぼさない設計とする。⑧-2 

 

 

可搬型試料分析設備は，共通要因によ

って試料分析関係設備と同時にその機

能が損なわれるおそれがないように，

故障時のバックアップを含めて必要な

数量を試料分析関係設備が設置される

建屋から 100ｍ以上の離隔距離を確保し

た外部保管エリアに保管するととも

に，主排気筒管理建屋にも保管するこ

とで位置的分散を図る設計とする。⑦-

1 

 

MOX 燃料加工施設と共用する可搬型放射

能測定装置は，再処理施設及び MOX燃料

加工施設から放出される放射性物質の

濃度を測定できる計測範囲を有する設

計とするとともに，保有数は，必要数

及び予備として故障時のバックアップ

を含め十分な台数を確保する設計とす

る。⑨-3 

 

 

可搬型トリチウム測定装置は，再処理

施設から放出される放射性物質の濃度

を測定できる計測範囲を有する設計と

するとともに，保有数は，必要数及び

予備として故障時のバックアップを含

め十分な台数を確保する設計とする。

⑨-4 

 

 

MOX 燃料加工施設と共用する可搬型核種

分析装置は，再処理施設及び MOX燃料加

工施設から放出される放射性物質の濃

度を測定できる計測範囲を有する設計

とするとともに，保有数は，必要数及

び予備として故障時のバックアップを

含め十分な台数を確保する設計とす

る。⑨-5 

 

 

重大事故等時において，共用する環境試

料測定設備及び可搬型試料分析設備の一

部は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施

設における重大事故等対処を考慮し，共

用によって重大事故時の対処に影響を及

ぼさない設計とする。⑧-2 

【⑩P21から】 

 

 

代替試料分析関係設備は，試料分析関係

設備と共通要因によって同時にその機能

が損なわれるおそれがないように，故障

時バックアップを含めて必要な数量を試

料分析関係設備が設置される建屋から

100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保

管エリアに保管するとともに，主排気筒

管理建屋にも保管することで位置的分散

を図る。⑦-1【⑫P21から】 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型試

料分析設備の可搬型放射能測定装置は，

再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設から

放出される放射性物質の濃度を測定でき

る計測範囲を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数として１台，

【□2 】予備として故障時のバックアップ

を１台【□2 】の合計２台【□2 】以上を確

保する。⑨-3【⑯P22から】 

 

可搬型試料分析設備の可搬型トリチウム

測定装置は，再処理施設から放出される

放射性物質の濃度を測定できる計測範囲

を有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として１台，【□2 】予備とし

て故障時のバックアップを１台【□2 】の

合計２台【□2 】以上を確保する。⑨-4

【⑰P22から】 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型試

料分析設備の可搬型核種分析装置は，再

処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設から放

出される放射性物質の濃度を測定できる

計測範囲を有する設計とするとともに，

保有数は，必要数として２台，【□2 】予

備として故障時のバックアップを２台

【□2 】の合計４台【□2 】以上を確保す

る。⑨-5【⑱P22から】 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型放

射能測定装置及び可搬型核種分析装置

は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設

における重大事故等対処を考慮し，共用

によって重大事故時の対処に影響を及ぼ

さない設計とする。⑧-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可

時に事業許可基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA 設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更許

可では複数の設備を括っ

て記載しているが，設工

認では設備区分ごとに説

明することから対象設備

を分割して記載したた

め。 

【許可からの変更点】 

設備階層を示しているものであ

るため，基本設計方針には設備

名称を記載した。 
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地震を要因とする重大事故等が発生し

た場合に対処に用いる可搬型試料分析

関係設備は，「９．２ 重大事故等対

処設備」の「９．２．７ 地震を要因

とする重大事故等に対する施設の耐震

設計」に基づく設計とすることで重大

事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。⑩-6 

可搬型試料分析設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる主排気筒管

理建屋，第１保管庫・貯水所及び第２

保管庫・貯水所に保管し，風（台風）

等により重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。⑩-2 

 

可搬型試料分析設備は内部発生飛散物

の影響を考慮し，主排気筒管理建屋，

第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・

貯水所の内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に保管することにより，重大

事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。⑩-4 

 

可搬型試料分析設備は，通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要

な機能を確認するため，校正，機能の

確認，性能の確認及び外観の確認が可

能な設計とする。⑫-1 

 

また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。⑫-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる主排気筒の排気モニタリング設備

の配管の一部は，「ロ.（７）（ⅱ）

（ｂ）（ホ）地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることでその機能を損なわない設

計とする。⑩-6【○53 P48から】 

 

代替試料分析関係設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる主排気筒管理

建屋，第１保管庫・貯水所及び第２保管

庫・貯水所に保管し，風（台風）等によ

り機能を損なわない設計とする。⑩-2

【⑲P22から】 

 

代替試料分析関係設備は内部発生飛散物

の影響を考慮し，主排気筒管理建屋，第

１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水

所の内部発生飛散物の影響を受けない場

所に保管することにより，機能を損なわ

ない設計とする。⑩-4【㉑P22から】 

 

 

試料分析関係設備及び代替試料分析関係

設備は，再処理施設の運転中又は停止中

に校正，機能の確認，性能の確認及び外

観の確認が可能な設計とする。⑫-1

【㉒P23から】 

 

 

 

 

 

   

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可

時に事業許可基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA 設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更

許可では複数の設備を

括って記載している

が，設工認では設備区

分ごとに説明すること

から対象設備を分割し

て記載したため。 
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 6.5 環境管理設備 

敷地周辺の放射線モニタリングを行

うための環境管理設備として，空間放

射線量率測定器，中性子線用サーベイ

メータ，ダストサンプラ，よう素サン

プラ及び放射能測定器を搭載した無線

通話装置付きの放射能観測車を設ける

設計とする。また，敷地内に気象を観

測するための環境管理設備として，気

象観測設備（風向風速計，日射計，放

射収支計，雨量計，温度計）を設置す

る設計とする。 

気象観測設備（風向風速計，日射

計，放射収支計，雨量計，温度計）の

観測値は中央制御室において指示及び

記録するとともに，緊急時対策所にお

いても指示する設計とする。 

 

放射能観測車は，MOX 燃料加工施設と

共用する。また，気象観測設備（風向

風速計，日射計，放射収支計，雨量

計，温度計）の一部は，MOX 燃料加工施

設及び廃棄物管理施設と共用する。 

放射能観測車は，MOX 燃料加工施設と

共用するが，仕様及び運用を各施設で

同一とし，周辺監視区域及び敷地が同

一の区域であることにより，測定結果

の共有を図る設計とすることで，共用

によって再処理施設の安全性を損なわ

ない設計とする。また，気象観測設備

（風向風速計，日射計，放射収支計，

雨量計，温度計）の一部は，MOX 燃料加

工施設及び廃棄物管理施設と共用する

が，仕様及び運用を各施設で同一と

し，周辺監視区域及び敷地が同一の区

域であることにより，測定結果の共有

を図る設計とすることで，共用によっ

て再処理施設の安全性を損なわない設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅲ) 環境管理設備 

敷地内に気象を観測する気象観測設備を

設ける。また，敷地周辺の放射線モニタ

リングを行う放射能観測車を備える。□1  

 

 

放射能観測車は，再処理施設及びＭＯＸ

燃料加工施設の平常時及び事故時に敷地

周辺の空間放射線量率及び空気中の放射

性物質濃度を迅速に測定するための設備

であり，敷地が同一であることから，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設と共用し，共用によっ

て再処理施設の安全性を損なわない設計

とする。□1  

 

 

また，気象観測設備は，再処理施設，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設の

敷地内において気象を観測するための設

備であり，敷地が同一であることから，

ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設

と気象観測設備の一部を共用し，共用に

よって再処理施設の安全性を損なわない

設計とする。□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．環境管理設備 

放射能観測車は，空間放射線量率及び空

気中の放射性物質の濃度を測定するた

め，空間放射線量率測定器，中性子線用

サーベイメータ，ダストサンプラ，よう

素サンプラ及び放射能測定器を搭載し，

無線通話装置を備える設計とする。◇◇7  

 

気象観測設備は，敷地周辺の公衆の線量

評価に資するため，風向，風速，日射

量，放射収支量及び雨量を観測し，記録

する設計とする。また，その観測値を中

央制御室において指示及び記録するとと

もに，緊急時対策所において指示する設

計とする。◇7  
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重大事故等時において，環境管理設備

の放射能観測車を可搬型重大事故等対

処設備として位置付け，敷地周辺の空

間放射線量率及び空気中の放射性物質

の濃度を迅速に測定し，及びその結果

を記録できるように，測定値を指示す

る設計とする。④-4,5 

 

 

 

 

重大事故等時において，敷地周辺の空間

放射線量率及び空気中の放射性物質の濃

度を迅速に測定するため，放射能観測車

を可搬型重大事故等対処設備として位置

付ける。④-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 重大事故等時において，環境管理設備

の気象観測設備（風向風速計，日射

計，放射収支計，雨量計）を常設重大

事故等対処設備として位置付け，敷地

内の風向，風速，日射量，放射収支量

及び雨量を観測し，及びその結果を記

録する設計とする。⑤-4,5 

 

重大事故等時において，敷地内の風向，

風速，日射量，放射収支量及び雨量を観

測し，及びその結果を記録するため，気

象観測設備を常設重大事故等対処設備と

して位置付ける。⑤-4 

 

   

  

 

環境管理設備は，放射能観測車及び気象

観測設備で構成する。④-5,⑤-5 

 

   

 環境管理設備は，重大事故等時におい

て，敷地内の気象条件【⑤-6】，敷地

周辺の空間放射線量率及び空気中の放

射性物質の濃度【④-6】をモニタリン

グ対象とする。 

 

重大事故等時において，敷地内の気象条

件【⑤-6】，敷地周辺の空間放射線量率

及び空気中の放射性物質の濃度【④-6】

をモニタリング対象とする。 

   

  

 

 

環境管理設備は，MOX 燃料加工施設と共

用する。⑧-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等時において，環境管理設備，

可搬型放射能観測設備，可搬型気象観測

設備，可搬型気象観測用データ伝送装置

及び可搬型気象観測用発電機は，ＭＯＸ

燃料加工施設と共用する。⑧-8 

【○67 P75から】 

 

 

 

 

環境管理設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と

共用する。⑧-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では重大事故等時，

工場等における風向，風速

その他の気象条件の測定を

環境測定装置の可搬型気象

観測設備にて実施すること

としているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では重大事故等時，

工場等およびその周辺にお

ける放射性物質濃度の測定

を移動式周辺モニタリング

設備にて実施することとし

ているため。 

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更許可では複数

の設備を括って記載しているが，設

工認では設備区分ごとに説明するこ

とから対象設備を分割して記載した

ため。 
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MOX 燃料加工施設と共用する放射能観測

車は，再処理施設及び MOX燃料加工施設

における重大事故等対処を考慮し，十

分な容量及び台数を確保することで，

共用によって重大事故等時の対処に影

響を及ぼさない設計とする。⑧-9 

 

 

 

MOX 燃料加工施設と共用する気象観測設

備（風向風速計，日射計，放射収支

計，雨量計）は，再処理施設及び MOX燃

料加工施設における重大事故等対処を

考慮し，十分な台数を確保すること

で，共用によって重大事故等時の対処

に影響を及ぼさない設計とする。⑧-9 

 

内的事象を要因とする重大事故等が発

生した場合に対処に用いる環境管理設

備は，自然現象，人為事象，溢水及び

火災により機能が損なわれる場合，代

替設備による機能の確保又は修理等の

対応の手順を保安規定に定め管理する

ことにより重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。⑩-

12,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象観測設備（風向風速計，日射計，

放射収支計，雨量計）は，安全機能を

有する施設として使用する場合と同じ

系統構成で重大事故等対処設備として

使用することにより，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。⑧-10 

 

屋外に保管する放射能観測車は，竜巻

により飛来物とならないよう必要に応

じて固縛等の措置をとることで他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。

⑧-11 

 

 

 

重大事故等時において，共用する環境管

理設備，可搬型放射能観測設備，可搬型

気象観測設備，可搬型気象観測用データ

伝送装置及び可搬型気象観測用発電機

は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設

における重大事故等対処を考慮し，共用

によって重大事故時の対処に影響を及ぼ

さない設計とする。⑧-9【○68 P76から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内的事象を要因として発生した場合に対

処に用いる環境管理設備は，自然現象，

人為事象，溢水及び火災に対して代替設

備による機能の確保，修理の対応等によ

り重大事故等に対処するための機能を損

なわない設計とする。⑩-12 

【○69 P76から】 

 

 

環境管理設備の気象観測設備は，風（台

風），竜巻，積雪及び火山の影響に対し

て，風（台風）及び竜巻による風荷重，

積雪荷重及び降下火砕物による積載荷重

により機能を損なわない設計とする。⑩

-13【○77 P79から】 

 

 

環境管理設備の気象観測設備は，安全機

能を有する施設として使用する場合と同

様に重大事故等対処設備として使用する

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。⑧-10【○71 P77から】 

 

屋外に保管する環境管理設備の放射線観

測車は，竜巻により飛来物とならないよ

う必要に応じて固縛等の措置をとること

で他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。⑧-11【○72 P77から】 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する環境管理

設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工

施設における重大事故等対処を考慮し，

共用によって重大事故時の対処に影響を

及ぼさない設計とする。⑧-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【「等」の解説】 

「固縛等」とは設備を固

定する手段の総称として

示した記載であることか

ら許可の記載を用いた。

（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可

時に事業許可基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA 設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更許

可では複数の設備を括っ

て記載しているが，設工

認では設備区分ごとに説

明することから対象設備

を分割して記載したた

め。 

【許可からの変更点】 

内的事象を要因とする重

大事故等が発生した場合

に対処に用いる環境管理

設備は，風（台風），竜

巻，積雪及び火山の影響

に対しても代替設備等に

より機能を損なわない設

計とすることを明確化す

るため，記載を適正化し

た。 

【許可からの変更点】 

設備階層を示しているものである

ため，基本設計方針には設備名称

を記載した。 
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MOX 燃料加工施設と共用する気象観測設

備（風向風速計，日射計，放射収支

計，雨量計）は，敷地内において風

向，風速その他の気象条件を観測する

ために必要な計測範囲に対して十分な

容量を有する設計とするとともに，１

台を有する設計とする。⑨-19 

 

MOX 燃料加工施設と共用する放射能観測

車は，敷地内において，空気中の放射

性物質の濃度及び線量を測定するため

に必要なサンプリング量及び計測範囲

に対して十分な容量を有する設計とす

るとともに，1 台を有する設計とする。

⑨-20 

 

屋外に保管する放射能観測車は，風

（台風）及び竜巻に対して，風（台

風）及び竜巻による風荷重を考慮し，

当該設備の転倒防止，固縛等の措置を

講じて保管する設計とする。⑩-14 

 

 

気象観測設備（風向風速計，日射計，

放射収支計，雨量計）は内部発生飛散

物の影響を考慮し，再処理施設の敷地

内の露場の内部発生飛散物の影響を受

けない場所に設置することにより，重

大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。⑩-16 

 

環境管理設備は，通常時において，重

大事故等に対処するために必要な機能

を確認するため，校正，機能の確認，

性能の確認及び外観の確認が可能な設

計とする。⑫-5 

 

また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。⑫-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する環境管理

設備の気象観測設備は，敷地内において

風向，風速その他の気象条件を観測する

ために必要な計測範囲に対して十分な容

量を有する設計とするとともに，１台を

有する設計とする。⑨-19 

【○73 P77から】 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する環境管理

設備の放射能観測車は，敷地内におい

て，空気中の放射性物質の濃度及び線量

を測定するために必要なサンプリング量

及び計測範囲に対して十分な容量を有す

る設計とするとともに，１台を有する設

計とする。⑨-20【○74 P77から】 

 

屋外に保管する環境管理設備の放射能観

測車は，風（台風）及び竜巻に対して，

風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮

し，当該設備の転倒防止，固縛等の措置

を講じて保管する設計とする。⑩-14

【○78 P79から】 

 

環境管理設備の気象観測設備は内部発生

飛散物の影響を考慮し，再処理施設の敷

地内の露場の内部発生飛散物の影響を受

けない場所に設置することにより，機能

を損なわない設計とする。⑩-16 

【○80 P79から】 

 

 

環境管理設備，代替放射能観測設備，代

替気象観測設備のうち，可搬型気象観測

設備及び可搬型風向風速計は，再処理施

設の運転中又は停止中に校正，機能の確

認，性能の確認及び外観の確認が可能な

設計とする。⑫-5【○82 P80から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

⑨-19（P80から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業許可基準規則第三

十三条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更許可では複数

の設備を括って記載しているが，設

工認では設備区分ごとに説明するこ

とから対象設備を分割して記載した

ため。 

【許可からの変更点】 

設備階層を示しているものであるた

め，基本設計方針には設備名称を記

載した。 
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6.6 代替放射能観測設備 

重大事故等時において，放射能観測車

が機能喪失した場合に，その機能を代

替する代替放射能観測設備を可搬型重

大事故等対処設備として設ける設計と

する。④-7 

 

代替放射能観測設備は，可搬型放射能

観測設備のガンマ線用サーベイメータ

（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション）

（ＳＡ），ガンマ線用サーベイメータ

（電離箱）（ＳＡ），中性子線用サー

ベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可

搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）

で構成する。④-8 

 

可搬型放射能観測設備は，空間放射線

量率及び空気中の放射性物質の濃度を

測定し，及びその結果を記録できるよ

うに，測定値を指示する設計とする。

④-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型放射能観測設備は，MOX 燃料加工

施設と共用する。⑧-8 

 

 

 

 

 

 

重大事故等時において，放射能観測車が

機能喪失した場合に，その機能を代替す

る代替放射能観測設備を可搬型重大事故

等対処設備として配備する。④-7 

 

 

代替放射能観測設備は，可搬型放射能観

測設備で構成する。④-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等時において，環境管理設備，

可搬型放射能観測設備，可搬型気象観測

設備，可搬型気象観測用データ伝送装置

及び可搬型気象観測用発電機は，ＭＯＸ

燃料加工施設と共用する。⑧-8 

【○67 P75から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｆ．代替放射能観測設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型放射能観測設備は，放射能観測車

が機能喪失した場合に，【◇1 】空間放

射線量率及び空気中の放射性物質の濃度

を測定する設計とする。④-10 

 

 

 

 

 

 

可搬型放射能観測設備の電源は，乾電池

又は充電池を使用する。◇7  

 

 

可搬型放射能観測設備は，ＭＯＸ燃料加

工施設と共用する。⑧-8 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4  移動式周辺モニタリング設備 

（設計基準の設備及び代替試料分析関係
設備に係る記載のため中略） 

放射能観測車のダスト・よう素サンプ

ラ，よう素測定装置又はダストモニタが

機能喪失した場合にその機能を代替する

重大事故等対処設備として，可搬型ダス

ト・よう素サンプラ，ＮａＩシンチレー

ションサーベイ・メータ，β線サーベ

イ・メータ及びＺｎＳシンチレーション

サーベイ・メータを設け，重大事故等が

発生した場合に，発電所及びその周辺に

おいて，発電用原子炉施設から放出され

る放射性物質の濃度（空気中）を監視

し，及び測定し，並びにその結果を記録

し，保存できるように測定値を表示でき

る設計とし，放射能観測車を代替し得る

十分な個数を保管する設計とする。 

【○89 P72へ】 

（代替環境モニタリング設備に係る記載
のため中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では空間放射

線量率を測定するため，

記載が異なる。 

【許可からの変更点】 

可搬型放射能観測設備の

構成を明確化するために

記載した。（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業許可基準規則第三

十三条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更許可では複数

の設備を括って記載しているが，設

工認では設備区分ごとに説明するこ

とから対象設備を分割して記載した

ため。 
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MOX 燃料加工施設と共用するガンマ線用

サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シン

チレーション）（ＳＡ），ガンマ線用

サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ），

中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）及

びアルファ・ベータ線用サーベイメー

タ（ＳＡ）は，再処理施設及び MOX燃料

加工施設における重大事故等対処を考

慮し，十分な容量及び台数を確保する

ことで，共用によって重大事故等時の

対処に影響を及ぼさない設計とする。

⑧-9 

 

MOX 燃料加工施設と共用する可搬型ダス

ト・よう素サンプラ（ＳＡ）は，再処

理施設及び MOX燃料加工施設における重

大事故等対処を考慮し，十分な台数を

確保することで，共用によって重大事

故等時の対処に影響を及ぼさない設計

とする。⑧-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等時において，共用する環境管

理設備，可搬型放射能観測設備，可搬型

気象観測設備，可搬型気象観測用データ

伝送装置及び可搬型気象観測用発電機

は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設

における重大事故等対処を考慮し，共用

によって重大事故時の対処に影響を及ぼ

さない設計とする。⑧-9【○68 P76から】 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型放

射能観測設備は，再処理施設及びＭＯＸ

燃料加工施設における重大事故等対処を

考慮し，共用によって重大事故時の対処

に影響を及ぼさない設計とする。⑧-9 

 

 

 

 

 

  

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業許可基準規則第三

十三条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更許

可では複数の設備を括っ

て記載しているが，設工

認では設備区分ごとに説

明することから対象設備

を分割して記載したた

め。 
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可搬型放射能観測設備は，共通要因に

よって放射能観測車と同時にその機能

が損なわれるおそれがないように，故

障時のバックアップを含めて必要な数

量を放射能観測車が設置される環境管

理建屋近傍から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した複数の外部保管エリアに分散

して保管することで位置的分散を図る

設計とする。⑦-7 

 

 

代替放射能観測設備及び代替気象観測設

備は，環境管理設備と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがな

いように，故障時バックアップを含めて

必要な数量を環境管理設備が設置される

環境管理建屋近傍及び再処理施設の敷地

内の露場から 100ｍ以上の離隔距離を確

保した複数の外部保管エリアに分散して

保管することで位置的分散を図る。⑦-7

【○70 P77から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MOX 燃料加工施設と共用する可搬型放射

能観測設備は，敷地内において，空気

中の放射性物質の濃度及び線量を測定

するために必要なサンプリング量及び

計測範囲を有する設計とするととも

に，ガンマ線用サーベイメータ（Ｎａ

Ｉ（Ｔｌ）シンチレーション）（Ｓ

Ａ），ガンマ線用サーベイメータ（電

離箱）（ＳＡ），中性子線用サーベイ

メータ（ＳＡ）及びアルファ・ベータ

線用サーベイメータ（ＳＡ）の保有数

は，必要数及び予備として故障時のバ

ックアップを含め十分な台数を確保す

る設計とし，可搬型ダスト・よう素サ

ンプラ（ＳＡ）の保有数は，必要数と

して１台，予備として故障時のバック

アップを１台の合計２台以上を確保す

る設計とする。⑨-21 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する代替放射

能観測設備は，敷地内において，空気中

の放射性物質の濃度及び線量を測定する

ために必要なサンプリング量及び計測範

囲を有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として１台，予備として故障

時のバックアップを１台の合計２台以上

を確保する。⑨-21【○75 P77から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

放射能観測車のダスト・よう素サンプ

ラ，よう素測定装置又はダストモニタが

機能喪失した場合にその機能を代替する

重大事故等対処設備として，可搬型ダス

ト・よう素サンプラ，ＮａＩシンチレー

ションサーベイ・メータ，β線サーベ

イ・メータ及びＺｎＳシンチレーション

サーベイ・メータを設け，重大事故等が

発生した場合に，発電所及びその周辺に

おいて，発電用原子炉施設から放出され

る放射性物質の濃度（空気中）を監視

し，及び測定し，並びにその結果を記録

し，保存できるように測定値を表示でき

る設計とし，放射能観測車を代替し得る

十分な個数を保管する設計とする。 

【○89 P70から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-21（80から） 

 地震を要因とする重大事故等が発生し

た場合に対処に用いる可搬型放射能観

測設備は，「９．２ 重大事故等対処

設備」の「９．２．７ 地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることで重大事

故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。⑩-6 

 

可搬型放射能観測設備は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる第１保管

庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に

保管し，風（台風）等により重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。⑩-15 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる主排気筒の排気モニタリング設備

の配管の一部は，「ロ.（７）（ⅱ）

（ｂ）（ホ）地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることでその機能を損なわない設

計とする。⑩-6【○53 P48から】 

 

 

代替放射能観測設備及び代替気象観測設

備は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる第１保管庫・貯水所及び第２保管

庫・貯水所に保管し，風（台風）等によ

り機能を損なわない設計とする。⑩-15

【○79 P79から】 

 

 

 

 

   

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可

時に事業許可基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA 設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では空間放射

線量を測定するため，記

載が異なる。 

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更許可では複数

の設備を括って記載しているが，設

工認では設備区分ごとに説明するこ

とから対象設備を分割して記載した

ため。 
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可搬型放射能観測設備は，内部発生飛

散物の影響を考慮し，第１保管庫・貯

水所及び第２保管庫・貯水所の内部発

生飛散物の影響を受けない場所に保管

することにより，重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とす

る。⑩-17 

 

可搬型放射能観測設備は，通常時にお

いて，重大事故等に対処するために必

要な機能を確認するため，校正，機能

の確認，性能の確認及び外観の確認が

可能な設計とする。⑫-5 

 

 

また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。⑫-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替放射能観測設備及び代替気象観測設

備は内部発生飛散物の影響を考慮し，主

排気筒管理建屋，第１保管庫・貯水所及

び第２保管庫・貯水所の内部発生飛散物

の影響を受けない場所に保管することに

より，機能を損なわない設計とする。⑩

-17【○81 P79から】 

 

環境管理設備，代替放射能観測設備，代

替気象観測設備のうち，可搬型気象観測

設備及び可搬型風向風速計は，再処理施

設の運転中又は停止中に校正，機能の確

認，性能の確認及び外観の確認が可能な

設計とする。⑫-5【○82 P80から】 

 

 

 

 

 

   

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可

時に事業許可基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA 設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更許

可では複数の設備を括っ

て記載しているが，設工

認では設備区分ごとに説

明することから対象設備

を分割して記載したた

め。 
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6.7 代替気象観測設備 

重大事故等時において，気象観測設備

が機能喪失した場合に，その機能を代

替する代替気象観測設備を可搬型重大

事故等対処設備として設ける設計とす

る。⑤-7,⑬-5 

 

代替気象観測設備は，可搬型気象観測

設備，可搬型気象観測用データ伝送装

置，可搬型データ表示装置，可搬型気

象観測用発電機，可搬型風向風速計及

び監視測定用運搬車で構成する。⑤-8,

⑬-6 

 

可搬型データ表示装置は代替排気モニ

タリング設備と兼用する設計とする。

⑤-9 

 

 

 

監視測定用運搬車は代替排気モニタリ

ング設備と兼用する設計とする。⑤-10 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等時において，気象観測設備が

機能喪失した場合に，その機能を代替す

る代替気象観測設備を可搬型重大事故等

対処設備として配備する。⑤-7,⑬-5 

 

 

代替気象観測設備は，可搬型気象観測設

備，可搬型気象観測用データ伝送装置，

可搬型データ表示装置，可搬型風向風速

計，可搬型気象観測用発電機及び監視測

定用運搬車で構成する。⑤-8,⑬-6 

 

 

可搬型データ表示装置は，代替モニタリ

ング設備及び代替気象観測設備で同時に

要求される測定値又は観測値の表示機能

を有する設計とし，兼用できる設計とす

る。⑤-9【㊾P47から】 

 

監視測定用運搬車（代替モニタリング設

備と兼用）⑤-10【○83 P81から】 

 

 

 

 

 

ｇ．代替気象観測設備 

可搬型気象観測設備は，気象観測設備が

機能喪失した場合に，敷地内の風向，風

速，日射量，放射収支量及び雨量を観測

し，及びその結果を記録する設計とす

る。◇7  

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型気象観測用データ伝送装置は，可

搬型気象観測設備の観測値を衛星通信に

より中央制御室及び緊急時対策所に伝送

し，指示及び記録する設計とする。◇7  

 

可搬型データ表示装置は，中央制御室に

伝送された可搬型気象観測設備の観測値

を指示し，記録する設計とする。◇7  

 

可搬型データ表示装置は，電源喪失によ

り保存した記録が失われないよう，電磁

的に記録し，保存する。また，記録は必

要な容量を保存する。◇7  

 

可搬型気象観測設備及び可搬型気象観測

用データ伝送装置は，可搬型気象観測用

発電機から受電し，代替気象観測設備の

可搬型データ表示装置の電源は，乾電池

又は充電池を使用する設計とする。◇7  

 

また，可搬型気象観測用発電機の運転に

必要な燃料は，補機駆動用燃料補給設備

から補給が可能な設計とする。◇7  

 

1.1.5  環境測定装置 

（設計基準の設備に係る記載のため中
略） 
重大事故等が発生した場合に発電所にお

いて，風向，風速その他の気象条件を測

定し，及びその結果を記録するための設

備として，可搬型気象観測設備（個数 1

（予備 1））を設ける設計とする。 

気象観測設備が機能喪失した場合にその

機能を代替する重大事故等対処設備とし

て，可搬型気象観測設備は，重大事故等

が発生した場合に発電所において，風

向，風速その他の気象条件を測定し， 

及びその結果を記録できる設計とする。

記録は，電磁的に記録，保存し，電源喪

失により保存した記録が失われず，必要

な容量を保存できる設計とする。 

【○90 P78へ】 

 

可搬型気象観測設備の指示値は，衛星系

回線により伝送し，緊急時対策所で可搬

型気象観測設備端末にて監視できる設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  設計基準対象の施設と兼用する電気設備

の一部である受電開閉設備等を常設重大

事故等対処設備として位置付ける。□3  

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽

油貯槽を常設重大事故等対処設備として

設置する。□3  

 

 

 

 

 

   

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の基本設計方針では

設備構成を説明していない

が，再処理施設は事業変更

許可の記載を踏襲し，設備

構成としての一文を追加し

ているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，設備

間で兼用することについ

て記載しているため。 

【許可からの変更点】 

他の設備と兼用するこ

とを明確に示すため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

記録の保存に用い

る設備について

は，当社では，

「6.1.1（1）代替

排気モニタリング

設備」の基本設計

方針において記載

するため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

緊急時対策所での

監視については，

当社では再処理施

設の技術基準規則

第五十条の基本設

計方針に記載する

ため。 

【許可からの変更点】 

同一の対処において使用する設備ご

とに順番を入れ替えた。 
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可搬型気象観測設備，可搬型気象観測

用データ伝送装置及び可搬型気象観測

用発電機は，MOX 燃料加工施設と共用す

る。⑧-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽

油用タンクローリを可搬型重大事故等対

処設備として配備する。□3  

 

 

環境管理設備の常設重大事故等対処設備

に給電するための，受電開閉設備，所内

高圧系統については，「リ． (１) (ⅰ) 

電気設備」に，可搬型気象観測用発電機

等へ給油するための補機駆動用燃料補給

設備については，「リ． (４) (ⅶ) 補

機駆動用燃料補給設備」に示す。□3  

 

 

重大事故等時において，環境管理設備，

可搬型放射能観測設備，可搬型気象観測

設備，可搬型気象観測用データ伝送装置

及び可搬型気象観測用発電機は，ＭＯＸ

燃料加工施設と共用する。⑧-8 

【○67 P67,70へ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型気象観測設備，可搬型気象観測用

データ伝送装置及び可搬型気象観測用発

電機は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る。⑧-8 

 

 

 

 

 

 

  

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可

時に事業許可基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA 設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更許

可では複数の設備を括っ

て記載しているが，設工

認では設備区分ごとに説

明することから対象設備

を分割して記載したた

め。 
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MOX 燃料加工施設と共用する可搬型気象

観測設備及び可搬型気象観測用データ

伝送装置は，再処理施設及び MOX燃料加

工施設における重大事故等対処を考慮

し，十分な台数を確保することで，共

用によって重大事故等時の対処に影響

を及ぼさない設計とする。⑧-9 

 

 

 

MOX 燃料加工施設と共用する可搬型気象

観測用発電機は，再処理施設及び MOX燃

料加工施設における重大事故等対処を

考慮し，十分な容量及び台数を確保す

ることで，共用によって重大事故等時

の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。⑧-9 

 

 

 

 

 

重大事故等時において，共用する環境管

理設備，可搬型放射能観測設備，可搬型

気象観測設備，可搬型気象観測用データ

伝送装置及び可搬型気象観測用発電機

は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設

における重大事故等対処を考慮し，共用

によって重大事故時の対処に影響を及ぼ

さない設計とする。⑧-9 

【○68 P68,71へ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型気

象観測設備，可搬型気象観測用データ伝

送装置及び可搬型気象観測用発電機は，

再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設にお

ける重大事故等対処を考慮し，共用によ

って重大事故時の対処に影響を及ぼさな

い設計とする。⑧-9 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

内的事象を要因として発生した場合に対

処に用いる環境管理設備は，自然現象，

人為事象，溢水及び火災に対して代替設

備による機能の確保，修理の対応等によ

り重大事故等に対処するための機能を損

なわない設計とする。⑩-12 

【○69 P68へ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可

時に事業許可基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA 設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更

許可では複数の設備を

括って記載している

が，設工認では設備区

分ごとに説明すること

から対象設備を分割し

て記載したため。 
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可搬型気象観測設備，可搬型気象観測

用データ伝送装置及び可搬型気象観測

用発電機は，共通要因によって気象観

測設備と同時にその機能が損なわれる

おそれがないように，故障時のバック

アップを含めて必要な数量を，気象観

測設備が設置される再処理施設の敷地

内の露場から 100ｍ以上の離隔距離を確

保した複数の外部保管エリアに分散し

て保管することで位置的分散を図る設

計とする。⑦-7 

 

 

代替放射能観測設備及び代替気象観測設

備は，環境管理設備と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがな

いように，故障時バックアップを含めて

必要な数量を環境管理設備が設置される

環境管理建屋近傍及び再処理施設の敷地

内の露場から 100ｍ以上の離隔距離を確

保した複数の外部保管エリアに分散して

保管することで位置的分散を図る。⑦-7

【○70 P72へ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 可搬型風向風速計は，共通要因によっ

て気象観測設備と同時にその機能が損

なわれるおそれがないように，故障時

のバックアップを含めて必要な数量

を，気象観測設備が設置される再処理

施設の敷地内の露場から 100ｍ以上の離

隔距離を確保した複数の外部保管エリ

アに分散して保管するとともに，主排

気筒管理建屋にも保管することで位置

的分散を図る設計とする。⑦-7 

 

 

 

 

 

環境管理設備の気象観測設備は，安全機

能を有する施設として使用する場合と同

様に重大事故等対処設備として使用する

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。⑧-10【○71 P68へ】 

屋外に保管する環境管理設備の放射線観

測車は，竜巻により飛来物とならないよ

う必要に応じて固縛等の措置をとること

で他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。⑧-11【○72 P68へ】 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する環境管理

設備の気象観測設備は，敷地内において

風向，風速その他の気象条件を観測する

ために必要な計測範囲に対して十分な容

量を有する設計とするとともに，１台を

有する設計とする。⑨-19【○73 P69へ】 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する環境管理

設備の放射能観測車は，敷地内におい

て，空気中の放射性物質の濃度及び線量

を測定するために必要なサンプリング量

及び計測範囲に対して十分な容量を有す

る設計とするとともに，１台【□2 】を有

する設計とする。⑨-20【○74 P69へ】 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する代替放射

能観測設備は，敷地内において，空気中

の放射性物質の濃度及び線量を測定する

ために必要なサンプリング量及び計測範

囲を有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として１台，予備として故障

時のバックアップを１台の合計２台以上

を確保する。⑨-21【○75 P72へ】 

 

 

   

     

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可

時に事業許可基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA 設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更許可では複数

の設備を括って記載しているが，設

工認では設備区分ごとに説明するこ

とから対象設備を分割して記載した

ため。 
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MOX 燃料加工施設と共用する可搬型気象

観測設備は，敷地内において風向，風

速その他の気象条件を観測できる設計

とするとともに，保有数は，必要数と

して１台，予備として故障時及び点検

保守による待機除外時のバックアップ

を２台の合計３台以上を確保する設計

とする。⑨-22 

 

MOX 燃料加工施設と共用する可搬型気象

観測用データ伝送装置は，可搬型気象

観測設備の観測値を衛星通信により中

央制御室及び緊急時対策所に伝送でき

る設計とするとともに，保有数は，必

要数として１台，予備として故障時の

バックアップを１台の合計２台以上を

確保する設計とする。⑨-23 

 

MOX 燃料加工施設と共用する可搬型気象

観測用発電機は，可搬型気象観測設備

及び可搬型気象観測用データ伝送装置

に給電できる容量を有する設計とする

とともに，保有数は，必要数並びに予

備として故障時及び点検保守による待

機除外時のバックアップを含め十分な

台数を確保する設計とする。⑨-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型風向風速計は，敷地内において

風向及び風速を観測できる設計とする

とともに，保有数は，必要数として１

台，予備として故障時及び点検保守に

よる待機除外時のバックアップを２台

の合計３台以上を確保する設計とす

る。⑨-26 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型気

象観測設備は，敷地内において風向，風

速その他の気象条件を観測できる設計と

するとともに，保有数は，必要数として

１台，予備として故障時及び保守点検に

よる待機除外時のバックアップを２台の

合計３台以上を確保する。⑨-22 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型気

象観測用データ伝送装置は，可搬型気象

観測設備の観測値を衛星通信により中央

制御室及び緊急時対策所に伝送できる設

計とするとともに，保有数は，必要数と

して１台，予備として故障時のバックア

ップを１台の合計２台以上を確保する。

⑨-23 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型気

象観測用発電機は，可搬型気象観測設備

及び可搬型気象観測用データ伝送装置に

給電できる容量を有する設計とするとと

もに，保有数は，必要数として１台，

【□2 】予備として故障時及び点検保守に

よる待機除外時のバックアップを２台

【□2 】の合計３台【□2 】以上を確保す

る。⑨-24 

 

可搬型データ表示装置は，可搬型気象観

測用データ伝送装置から衛星通信により

伝送される可搬型気象観測設備の観測値

を指示できる設計とする【⑨-25】とと

もに，保有数は，必要数として１台，予

備として故障時のバックアップを１台の

合計２台以上を確保する。⑨-13 

【○76 P47へ】 

 

また，電源喪失により保存した記録が失

われないよう，電磁的に記録，保存する

とともに，必要な容量を保存できる設計

とする。⑨-14 

 

可搬型風向風速計は，敷地内において風

向，風速を観測できる設計とするととも

に，保有数は，必要数として１台，予備

として故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップを２台の合計３台以

上を確保する。⑨-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合に発電所にお

いて，風向，風速その他の気象条件を測

定し，及びその結果を記録するための設

備として，可搬型気象観測設備（個数 1

（予備 1））を設ける設計とする。 

 

気象観測設備が機能喪失した場合にその

機能を代替する重大事故等対処設備とし

て，可搬型気象観測設備は，重大事故等

が発生した場合に発電所において，風

向，風速その他の気象条件を測定し， 

及びその結果を記録できる設計とする。

記録は，電磁的に記録，保存し，電源喪

失により保存した記録が失われず，必要

な容量を保存できる設計とする。 

 

可搬型気象観測設備の指示値は，衛星系

回線により伝送し，緊急時対策所で可搬

型気象観測設備端末にて監視できる設計

とする。 

【○90 P74から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-22（P81から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-23（P81から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-14（P47へ） 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-26(P81から) 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可

時に事業許可基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA 設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 

【許可からの変更点】 

表現の差異（「保守点検」と「点検

保守」）を統一した。（以下同じ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

代替環境モニタリ

ング設備の記録の

保存については，

当社では，「6.1.2

（1）代替排気モニ

タリング設備」の

基本設計方針にて

記載するため。 
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地震を要因とする重大事故等が発生し

た場合に対処に用いる代替気象観測設

備は，「９．２ 重大事故等対処設

備」の「９．２．７ 地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることで重大事

故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。⑩-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替気象観測設備は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる主排気筒管理

建屋，第１保管庫・貯水所及び第２保

管庫・貯水所に保管し，風（台風）等

により重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。⑩-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替気象観測設備は，内部発生飛散物

の影響を考慮し，主排気筒管理建屋，

第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・

貯水所の内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に保管することにより，重大

事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。⑩-17 

 

 

 

 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる主排気筒の排気モニタリング設備

の配管の一部は，「ロ.（７）（ⅱ）

（ｂ）（ホ）地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることでその機能を損なわない設

計とする。⑩-6【○53 P48から】 

 

環境管理設備の気象観測設備は，風（台

風），竜巻，積雪及び火山の影響に対し

て，風（台風）及び竜巻による風荷重，

積雪荷重及び降下火砕物による積載荷重

により機能を損なわない設計とする。⑩

-13【○77 P68へ】 

 

屋外に保管する環境管理設備の放射能観

測車は，風（台風）及び竜巻に対して，

風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮

し，当該設備の転倒防止，固縛等の措置

を講じて保管する設計とする。⑩-14

【○78 P69へ】 

 

代替放射能観測設備及び代替気象観測設

備は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる第１保管庫・貯水所及び第２保管

庫・貯水所に保管し，風（台風）等によ

り機能を損なわない設計とする。⑩-15

【○79 P72へ】 

 

環境管理設備の気象観測設備は内部発生

飛散物の影響を考慮し，再処理施設の敷

地内の露場の内部発生飛散物の影響を受

けない場所に設置することにより，機能

を損なわない設計とする。⑩-16 

【○80 P69へ】 

 

代替放射能観測設備及び代替気象観測設

備は内部発生飛散物の影響を考慮し，主

排気筒管理建屋，第１保管庫・貯水所及

び第２保管庫・貯水所の内部発生飛散物

の影響を受けない場所に保管することに

より，機能を損なわない設計とする。⑩

-17【○81 P73へ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可

時に事業許可基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA 設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更許可では複数

の設備を括って記載しているが，設

工認では設備区分ごとに説明するこ

とから対象設備を分割して記載した

ため。 
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可搬型気象観測設備及び可搬型風向風

速計は，通常時において，重大事故等

に対処するために必要な機能を確認す

るため，校正，機能の確認，性能の確

認及び外観の確認が可能な設計とす

る。⑫-5 

 

また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。⑫-5 

 

可搬型気象観測用データ伝送装置及び

可搬型気象観測用発電機は，通常時に

おいて，重大事故等に対処するために

必要な機能を確認するため，機能の確

認，性能の確認及び外観の確認が可能

な設計とする。⑫-6 

 

また，当該機能を健全に維持するた

め，取替え等が可能な設計とする。⑫-

6 

 

 

 

 

環境管理設備，代替放射能観測設備，代

替気象観測設備のうち，可搬型気象観測

設備及び可搬型風向風速計は，再処理施

設の運転中又は停止中に校正，機能の確

認，性能の確認及び外観の確認が可能な

設計とする。⑫-5【○82 P69,73へ】 

 

可搬型気象観測用データ伝送装置及び可

搬型気象観測用発電機は，再処理施設の

運転中又は停止中に機能の確認，性能の

確認及び外観の確認が可能な設計とす

る。⑫-6 

 

 (ａ) 主要な設備 

(イ) 環境管理設備（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用）（設計基準対象の施設と兼

用） 

［常設重大事故等対処設備］ 

気象観測設備（風向風速計，日射計，放

射収支計，雨量計） 

１ 台 ⑨-19 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

放射能観測車 

１ 台 □2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-19（P69へ） 

  (ロ) 代替放射能観測設備 

可搬型放射能観測設備（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用） 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔ

ｌ）シンチレーション）（SA） 

２ 台（予備として故障時のバックア

ップを１台） □2  

ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）

（SA） 

２ 台（予備として故障時のバックア

ップを１台） □2  

中性子線用サーベイメータ（SA） 

２ 台（予備として故障時のバックア

ップを１台） □2  

アルファ・ベータ線用サーベイメータ

（SA） 

２ 台（予備として故障時のバックア

ップを１台） □2  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  可搬型ダスト・よう素サンプラ（SA） 

２ 台（予備として故障時のバックア

ップを１台） ⑨-21 

 

 

 

  ⑨-21（P72へ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業許可基準規則第三

十三条重大事故等対処設

備の設計方針を各SA設備

条文に展開し，記載して

いることから当社特有の

記載としている。 

【許可からの変更点】 

再処理施設の事業変更許

可では複数の設備を括っ

て記載しているが，設工

認では設備区分ごとに説

明することから対象設備

を分割して記載したた

め。 

【許可からの変更点】 

設備階層を示しているものである

ため，基本設計方針には設備名称

を記載した。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  (ハ) 代替気象観測設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型気象観測設備（風向風速計，日射

計，放射収支計，雨量計）（ＭＯＸ燃料

加工施設と共用） 

３ 台（予備として故障時及び待機除

外時のバックアップを２台） ⑨-22 

可搬型気象観測用データ伝送装置（ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用） 

２ 台（予備として故障時のバックア

ップを１台） ⑨-23 

可搬型データ表示装置（代替モニタリン

グ設備と兼用） 

２ 台（予備として故障時のバックア

ップを１台） ⑨-13 

可搬型気象観測用発電機（ＭＯＸ燃料加

工施設と共用） 

３ 台（予備として故障時及び待機除

外時のバックアップを２台） □2  

可搬型風向風速計 

３ 台（予備として故障時及び待機除

外時のバックアップを２台） ⑨-26 

 

監視測定用運搬車（代替モニタリング設

備と兼用）⑤-10【○83 P74へ】 

 

７ 台（予備として故障時及び待機除

外時のバックアップを４台） ⑨-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

⑨-22（P78へ） 

 

 

 

 

⑨-23（P78へ） 

 

 

 

⑨-13（P47へ） 

 

 

 

 

 

 

⑨-26（P78へ） 

 

 

 

 

 

⑨-19（P47へ） 
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6.8 環境モニタリング用代替電源設備 

 

 

重大事故等時において，非常用所内電

源系統から環境モニタリング設備への

給電が喪失した場合に，代替電源から

給電するため，環境モニタリング用代

替電源設備を可搬型重大事故等対処設

備として設ける設計とする。⑥-3 

 

 

環境モニタリング用代替電源設備は，

環境モニタリング用可搬型発電機及び

監視測定用運搬車で構成する。⑥-4 

 

監視測定用運搬車は代替排気モニタリ

ング設備と兼用する設計とする。⑥-5 

 

(ⅳ) 環境モニタリング用代替電源設備 

 

 

重大事故等時において，非常用所内電源

系統から環境モニタリング設備の電源が

喪失した場合に，代替電源から給電する

ため，環境モニタリング用代替電源設備

を可搬型重大事故等対処設備として配備

する。⑥-3 

 

 

環境モニタリング用代替電源設備は，環

境モニタリング用可搬型発電機及び監視

測定用運搬車で構成する。⑥-4 

 

監視測定用運搬車（代替モニタリング設

備と兼用）⑥-5【○85 P84から】 

 

ｈ．環境モニタリング用代替電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3  固定式周辺モニタリング設備 

（設計基準の設備に係る記載のため中
略） 

さらに，モニタリング・ポストは，専用

の無停電電源装置を有し，電源切替時の

短時間の停電時に電源を供給できる設計

とし，重大事故等が発生した場合には，

非常用交流電源設備に加えて，代替電源

設備である常設代替交流電源設備及び可

搬型代替交流電源設備から給電できる設

計とする。 

（設計基準の設備に係る記載のため中
略） 

 

 

 

 

 

 

    

環境モニタリング用代替電源設備は，非

常用所内電源系統から環境モニタリング

設備の電源が喪失した場合に，モニタリ

ングポスト及びダストモニタに給電でき

る設計とする。②-12【○84 P34へ】 

 

  

   また，環境モニタリング用代替電源設備

の運転に必要な燃料は，補機駆動用燃料

補給設備から補給が可能な設計とする。

◇8  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境モニタリング用可搬型発電機は，

MOX燃料加工施設と共用する。⑧-12 

 

MOX 燃料加工施設と共用する環境モニタ

リング用可搬型発電機は，再処理施設

及び MOX燃料加工施設における重大事故

等対処を考慮し，十分な容量及び台数

を確保することで，共用によって重大

事故等時の対処に影響を及ぼさない設

計とする。⑧-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境モニタリング用代替電源設備は，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設と共用する。⑧-12 

 

共用する環境モニタリング用代替電源設

備は，給電先が共用する環境モニタリン

グ設備であり，必要となる電力及び燃料

が増加するものではないことから，共用

によって重大事故時の対処に影響を及ぼ

さない設計とする。⑧-13 

 

 

 

環境モニタリング用可搬型発電機は，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設と共用する。⑧-12 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する環境モニ

タリング用可搬型発電機は，再処理施設

及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事

故等対処を考慮し，共用によって重大事

故時の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。⑧-13 

 

  

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の基本設計方針では

設備構成を説明していない

が，再処理施設は事業変更

許可の記載を踏襲し，設備

構成としての一文を追加し

ているため，発電炉と記載

表現が異なる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許可

の記載を踏襲し，設備間で

兼用することについて記載

しているため。 

【許可からの変更点】 

他の設備と兼用することを明確に示

すため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

設計基準の設備に係る記載であるた

め，当社では，再処理施設の技術基

準規則第二十一条の基本設計方針に

記載する。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可

時に事業許可基準規則

第三十三条重大事故等

対処設備の設計方針を

各 SA 設備条文に展開

し，記載していること

から当社特有の記載と

している。 
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設計基準対象の施設と兼用する電気設備

の一部である受電開閉設備等を常設重大

事故等対処設備として位置付ける。□3  

 

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽

油貯槽を常設重大事故等対処設備として

設置する。□3  

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽

油用タンクローリを可搬型重大事故等対

処設備として配備する。□3  

 

 

放射線監視設備，試料分析関係設備及び

環境管理設備の常設重大事故等対処設備

に給電するための，受電開閉設備，所内

高圧系統，所内低圧系統及び計測制御用

交流電源設備については，「リ． (１) 

(ⅰ) 電気設備」に，環境モニタリング

用可搬型発電機へ給油するための補機駆

動用燃料補給設備については，「リ． 

(４) (ⅶ) 補機駆動用燃料補給設備」

に示す。□3  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境モニタリング用可搬型発電機は，

共通要因によって環境モニタリング設

備と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないように，故障時のバックアッ

プを含めて必要な数量を環境モニタリ

ング設備が設置される周辺監視区域境

界付近から 100ｍ以上の離隔距離を確保

した複数の外部保管エリアに分散して

保管することで位置的分散を図る設計

とする。⑦-8 

 

MOX 燃料加工施設と共用する環境モニタ

リング用可搬型発電機は，環境モニタ

リング設備に給電できる容量を有する

設計とするとともに，保有数は，必要

数並びに予備として故障時及び点検保

守による待機除外時のバックアップを

含め十分な台数を確保する設計とす

る。⑨-26 

 

 

 

 

 

 

環境モニタリング用代替電源設備は，放

射線監視設備の環境モニタリング設備と

共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないように，故障時バッ

クアップを含めて必要な数量を放射線監

視設備の環境モニタリング設備が設置さ

れる周辺監視区域境界付近から 100ｍ以

上の離隔距離を確保した複数の外部保管

エリアに分散して保管することで位置的

分散を図る。⑦-8 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する環境モニ

タリング用代替電源設備は，放射線監視

設備の環境モニタリング設備に給電でき

る容量を有する設計とするとともに，保

有数は，必要数として９台，【□2 】予備

として故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップを 10 台【□2 】の合

計 19台【□2 】以上を確保する。⑨-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業許可基準規則第三

十三条重大事故等対処設

備の設計方針を各 SA 設

備条文に展開し，記載し

ていることから当社特有

の記載としている。 

【許可からの変更点】 

設備階層を示しているものであるた

め，基本設計方針には設備名称を記

載した。 

2592



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十九条（監視測定設備）（84 / 93） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震を要因とする重大事故等が発生し

た場合に対処に用いる環境モニタリン

グ用可搬型発電機は，「９．２ 重大

事故等対処設備」の「９．２．７ 地

震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とするこ

とで重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。⑩-6 

 

環境モニタリング用可搬型発電機は，

外部からの衝撃による損傷を防止でき

る第１保管庫・貯水所及び第２保管

庫・貯水所に保管し，風（台風）等に

より重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。⑩-18 

 

環境モニタリング用可搬型発電機は，

内部発生飛散物の影響を考慮し，第１

保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水

所の内部発生飛散物の影響を受けない

場所に保管することにより，重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。⑩-19 

 

環境モニタリング用可搬型発電機は，

環境モニタリング設備と容易かつ確実

に接続できるよう，ケーブルはボル

ト・ネジ接続又はより簡便な接続方式

を用いる設計とする。⑪-3 

 

環境モニタリング用可搬型発電機は，

通常時において，重大事故等に対処す

るために必要な機能を確認するため，

機能の確認，性能の確認及び外観の確

認が可能な設計とする。⑫-7 

 

また，当該機能を健全に維持するた

め，取替え等が可能な設計とする。⑫-

7 

 

 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる主排気筒の排気モニタリング設備

の配管の一部は，「ロ.（７）（ⅱ）

（ｂ）（ホ）地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることでその機能を損なわない設

計とする。⑩-6【○53 P48から】 

 

 

環境モニタリング用代替電源設備は，外

部からの衝撃による損傷を防止できる第

１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水

所に保管し，風（台風）等により機能を

損なわない設計とする。⑩-18 

 

 

環境モニタリング用代替電源設備は内部

発生飛散物の影響を考慮し，第１保管

庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所の内

部発生飛散物の影響を受けない場所に保

管することにより，機能を損なわない設

計とする。⑩-19 

 

 

環境モニタリング用代替電源設備は，環

境モニタリング設備と容易かつ確実に接

続できるよう，ケーブルはボルト・ネジ

接続又はより簡便な接続方式を用いる設

計とする。⑪-3 

 

環境モニタリング用代替電源設備は，再

処理施設の運転中又は停止中に機能の確

認，性能の確認及び外観の確認が可能な

設計とする。⑫-7 

 

(ａ) 主要な設備 

(イ) 環境モニタリング用代替電源設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

環境モニタリング用可搬型発電機（ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用） 

19 台（予備として故障時及び待機除

外時のバックアップを 10台） 

□2  

容  量 約５ ｋＶＡ／台 □2   

 

監視測定用運搬車（代替モニタリング設

備と兼用）⑥-5 【○85 P82へ】 

 

７ 台（予備として故障時及び待機除外

時のバックアップを４台）⑨-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-19（P47へ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業許可基準規則第三

十三条重大事故等対処設

備の設計方針を各SA設備

条文に展開し，記載して

いることから当社特有の

記載としている。 

【許可からの変更点】 

設備階層を示しているものである

ため，基本設計方針には設備名称

を記載した。 
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   8.2.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18 (4)ｂ．

試験・検査性」に示す。◇3  

放射線監視設備，試料分析関係設備，代

替モニタリング設備のうち，可搬型排気

モニタリング設備，可搬型環境モニタリ

ング設備，可搬型建屋周辺モニタリング

設備，代替試料分析関係設備，環境管理

設備，代替放射能観測設備，代替気象観

測設備のうち，可搬型気象観測設備及び

可搬型風向風速計は，再処理施設の運転

中又は停止中に校正，機能の確認，性能

の確認及び外観の確認が可能な設計とす

る。◇1  

また，放射線監視設備のうち，主排気筒

の排気モニタリング設備及び北換気筒

（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

の排気モニタリング設備は，各々が独立

して試験又は検査が可能な設計とする。

◇1  

代替モニタリング設備のうち，可搬型排

気モニタリング用データ伝送装置，可搬

型データ表示装置，可搬型排気モニタリ

ング用発電機，可搬型環境モニタリング

用データ伝送装置，可搬型環境モニタリ

ング用発電機，可搬型気象観測用データ

伝送装置，可搬型気象観測用発電機及び

環境モニタリング用代替電源設備は，再

処理施設の運転中又は停止中に機能の確

認，性能の確認及び外観の確認が可能な

設計とする。◇1  

 

第 8.2－３表(１) 放射線管理施設の主

要設備の仕様◇◇2  

(１) 放射線監視設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ.主排気筒の排気モニタリング設備

（設計基準対象の施設と兼用） 

(ａ)排気筒モニタ 

数  量 ２系列 ◇1  

計測範囲 低レンジ 10～10６ｍｉｎ－１ 

中レンジ 10～10６ｍｉｎ－１ 

高レンジ 10-12～10-７Ａ 

◇9  

(ｂ)排気サンプリング設備 

数  量 ２系列 ◇1  

ｂ.北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）の排気モニタリング設備

（設計基準対象の施設と兼用） 

(ａ)排気筒モニタ 
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数  量 ２系列 ◇1  

計測範囲 10～10６ｍｉｎ－１ ◇9  

(ｂ)排気サンプリング設備 

数  量 ２系列 ◇1  

ｃ.北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）（設計基準対象の施設と

兼用） 

数  量    １基 ◇1  

ｄ.使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設

備（設計基準対象の施設と兼用） 

数  量    １系列 ◇1  

ｅ.環境モニタリング設備（ＭＯＸ燃料

加工施設と共用）（設計基準対象の施

設 と兼用） 

(ａ)モニタリングポスト 

種  類 ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーシ

ョン式検出器 ◇9  

電離箱式検出器 ◇9  

計測範囲 10－２～10１μＧｙ／ｈ（低レ

ンジ） ◇9  

10０～10５μＧｙ／ｈ（高レ

ンジ） ◇9  

台  数 ９台 ◇1  

(ｂ)ダストモニタ 

種  類 ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーシ

ョン式検出器 ◇9  

プラスチックシンチレーショ

ン式検出器 ◇9  

計測範囲 10－２～10４ s－１ ◇9  

台  数 ９台 ◇1  

(２) 代替モニタリング設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ.使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設

備（設計基準対象の施設と兼用）（放

射線監視設備と兼用） 

数  量 １系列 ◇1  

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ.可搬型排気モニタリング設備 

(ａ)可搬型ガスモニタ 

種  類 電離箱式検出器 ◇9  

計測範囲 10-15～10－８Ａ ◇9  

台  数 ４台（予備として故障時のバ

ックアップを２台） ◇1  

(ｂ)可搬型排気サンプリング設備 

台  数 ４台（予備として故障時のバ

ックアップを２台） ◇1  

ｂ.可搬型排気モニタリング用データ伝

送装置 
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台  数 ４台（予備として故障時のバ

ックアップを２台） ◇1  

ｃ.可搬型データ表示装置 

台  数 ２台（予備として故障時のバ

ックアップを１台） ◇1  

ｄ.可搬型排気モニタリング用発電機

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

台  数 ３台（予備として故障時及び

待機除外時のバックアップを

２台） ◇1  

容  量 約３ｋＶＡ／台 ◇9  

ｅ.可搬型環境モニタリング設備（ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用） 

(ａ)可搬型線量率計 

種  類 ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーシ

ョン式検出器 ◇9  

半導体式検出器 ◇9  

計測範囲 Ｂ．Ｇ．～100ｍＳｖ／ｈ又

は ｍＧｙ／ｈ ◇9  

台  数 18台（予備として故障時の

バックアップを９台） ◇1  

(ｂ)可搬型ダストモニタ 

種  類 ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーシ

ョン式検出器 ◇9  

プラスチックシンチレーショ

ン式検出器 ◇9  

計測範囲 Ｂ．Ｇ．～99.9ｋｍｉｎ－１ 

◇9  

台  数 18台（予備として故障時の

バックアップを９台）◇1  

ｆ.可搬型環境モニタリング用データ伝

送装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

台  数 18台（予備として故障時の

バックアップを９台）◇1  

ｇ.可搬型環境モニタリング用発電機

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

台  数 19台（予備として故障時及

び待機除外時のバックアップ

を 10台） ◇1  

容  量 約３ｋＶＡ／台 ◇9  

ｈ.可搬型建屋周辺モニタリング設備 

(ａ)ガンマ線用サーベイメータ（SA） 

台  数 16台（予備として故障時の

バックアップを８台）◇1  

種  類 半導体式検出器 ◇9  

計測範囲 0.0001～1,000ｍＳｖ／ｈ 

◇9  

(ｂ)中性子線用サーベイメータ（SA） 
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台  数 ４台（予備として故障時のバ

ックアップを２台） ◇1  

種  類 ３Ｈｅ計数管 ◇9  

計測範囲 0.01～10,000μＳｖ／ｈ 

◇9  

 

(ｃ)アルファ・ベータ線用サーベイメー

タ（SA） 

台  数 ６台（予備として故障時のバ

ックアップを３台） ◇1  

種  類 ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーシ

ョン式検出器 ◇9  

プラスチックシンチレーショ

ン式検出器 ◇9  

計測範囲 Ｂ．Ｇ．～100ｋｍｉｎ－１

（アルファ線） ◇9  

Ｂ．Ｇ．～300ｋｍｉｎ－１

（ベータ線） ◇9  

(ｄ)可搬型ダストサンプラ（SA） 

台  数 ６台（予備として故障時のバ

ックアップを３台） ◇1  

ｉ.監視測定用運搬車（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用） 

台  数 ７台（予備として故障時及び

待機除外時のバックアップを

４台） ◇1  

(３) 試料分析関係設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ.放出管理分析設備（設計基準対象の

施設と兼用） 

(ａ)放射能測定装置（ガスフローカウン

タ） 

種  類 ガスフローカウンタ ◇9  

計測範囲 Ｂ．Ｇ．～99.9ｋｍｉｎ－１ 

◇9  

台  数 １台 ◇1  

(ｂ)放射能測定装置（液体シンチレーシ

ョンカウンタ） 

種  類 光電子増倍管 ◇9  

計測範囲 0～2,000ｋｅＶ ◇9  

台  数 １台 ◇1  

(ｃ)核種分析装置 

種  類 Ｇｅ半導体 ◇9  

計測範囲 10～2,500ｋｅＶ ◇9  

台  数 １台 ◇1  

ｂ.環境試料測定設備（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用）（設計基準対象の施設と

兼用） 
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(ａ)核種分析装置 

種  類 Ｇｅ半導体 ◇9  

計測範囲 30～10,000ｋｅＶ ◇9  

台  数 １台 ◇1  

(４) 代替試料分析関係設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ.可搬型試料分析設備 

(ａ)可搬型放射能測定装置（ＭＯＸ燃料

加工施設と共用） 

種  類 ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーシ

ョン式検出器 ◇9  

プラスチックシンチレーショ

ン式検出器 ◇9  

計測範囲 Ｂ．Ｇ．～99.9ｋｍｉｎ－１ 

◇9  

台  数 ２台（予備として故障時のバ

ックアップを１台） ◇1  

(ｂ)可搬型トリチウム測定装置 

種  類 光電子増倍管 ◇9  

計測範囲 ２～2,000ｋｅＶ ◇9  

台  数 ２台（予備として故障時のバ

ックアップを１台） ◇1  

(ｃ)可搬型核種分析装置（ＭＯＸ燃料加

工施設と共用） 

種  類 Ｇｅ半導体式検出器 ◇9  

計測範囲 27.5～11,000ｋｅＶ ◇9  

台  数 ４台（予備として故障時のバ

ックアップを２台） ◇1  

(５)環境管理設備（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用）（設計基準対象の施設と兼

用） 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ.気象観測設備（風向風速計，日射

計，放射収支計，雨量計） 

台  数 １台 ◇1  

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ.放射能観測車 

台  数 １台 ◇1  

(６) 代替放射能観測設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ.可搬型放射能観測設備（ＭＯＸ燃料

加工施設と共用） 

(ａ)ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ

（Ｔｌ）シンチレーション）（SA） 

種  類 ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーシ

ョン式検出器 ◇9  

計測範囲 Ｂ．Ｇ．～30μＳｖ／ｈ，0

～30ｋｓ－１ ◇9  
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台  数 ２台（予備として故障時のバ

ックアップを１台） ◇1  

(ｂ)ガンマ線用サーベイメータ（電離

箱）（SA） 

種  類 電離箱式検出器 ◇9  

計測範囲 0.001～300ｍＳｖ／ｈ◇9  

台  数 ２台（予備として故障時のバ

ックアップを１台） ◇1  

 

(ｃ)中性子線用サーベイメータ（SA） 

種  類 ３Ｈｅ計数管 ◇9  

計測範囲 0.01～10,000μＳｖ／ｈ 

◇9  

台  数 ２台（予備として故障時のバ

ックアップを１台） ◇1  

 

(ｄ)アルファ・ベータ線用サーベイメー

タ（SA） 

種  類 ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーシ

ョン式検出器 ◇9  

プラスチックシンチレーショ

ン式検出器 ◇9  

計測範囲 Ｂ．Ｇ．～100ｋｍｉｎ－１

（アルファ線） ◇9  

 Ｂ．Ｇ．～300ｋｍｉｎ－１

（ベータ線） ◇9  

台  数 ２台（予備として故障時のバ

ックアップを１台） ◇1  

(ｅ)可搬型ダスト・よう素サンプラ

（SA） 

台  数 ２台（予備として故障時のバ

ックアップを１台） ◇1  

(７) 代替気象観測設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ.可搬型気象観測設備（風向風速計，

日射計，放射収支計，雨量計）（ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用） 

台  数 ３台（予備として故障時及び

待機除外時のバックアップを

２台） ◇1  

ｂ.可搬型気象観測用データ伝送装置

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

台  数 ２台（予備として故障時のバ

ックアップを１台） ◇1  

ｃ.可搬型データ表示装置（代替モニタ

リング設備と兼用） 

台  数 ２台（予備として故障時のバ

ックアップを１台） ◇1  
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ｄ.可搬型気象観測用発電機（ＭＯＸ燃

料加工施設と共用） 

台  数 ３台（予備として故障時及び

待機除外時のバックアップを

２台） ◇1  

容  量 約３ｋＶＡ／台 ◇9  

ｅ.可搬型風向風速計 

台  数 ３台（予備として故障時及び

待機除外時のバックアップを

２台） ◇1  

ｆ.監視測定用運搬車（代替モニタリン

グ設備と兼用） 

台  数 ３台（予備として故障時及び

待機除外時のバックアップを

２台） ◇1  

(８) 環境モニタリング用代替電源設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ.環境モニタリング用可搬型発電機

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

台  数 19台（予備として故障時及

び待機除外時のバックアップ

を 10台） ◇1  

容  量 約５ｋＶＡ／台  ◇9  

ｂ.監視測定用運搬車（代替モニタリン

グ設備と兼用） 

台  数 ７台（予備として故障時及び

待機除外時のバックアップを４台） 

◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2600



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十九条（監視測定設備）（92 / 93） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
    

1.9.45 監視測定設備 

 

（監視測定設備） 

第四十五条 再処理施設には、重大事故

等が発生した場合に工場等及びその周辺

（工場等の周辺海域を含む。）において

再処理施設から放出される放射性物質の

濃度及び線量を監視し、及び測定し、並

びにその結果を記録することができる設

備を設けなければならない。 

２ 再処理施設には、重大事故等が発生

した場合に工場等において、風向、風速

その他の気象条件を測定し、及びその結

果を記録することができる設備を設けな

ければならない。 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「再処理施設から

放出される放射性物質の濃度及び線量を

監視し、及び測定し、並びにその結果を

記録することができる設備」とは、以下

に掲げる措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を講じた設備をいう。 

一 モニタリング設備は、重大事故等が

発生した場合に放出されると想定される

放射性物質の濃度及び線量を測定できる

ものであること。 

二 常設モニタリング設備（モニタリン

グポスト等）が機能喪失しても代替し得

る十分な台数のモニタリングカー又は可

搬型の代替モニタリング設備を配備する

こと。 

三 常設モニタリング設備は、代替電源

設備からの給電を可能とすること。 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

 

重大事故等が発生した場合に再処理施設

から大気中へ放出される放射性物質の濃

度及び線量を監視し，及び測定し，並び

にその結果を記録できるようにするた

め，放射線監視設備，代替モニタリング

設備，試料分析関係設備，代替試料分析

関係設備，環境管理設備の放射能観測車

及び代替放射能観測設備を設ける設計と

する。◇1  

 

代替モニタリング設備は，常設モニタリ

ング設備（モニタリングポスト等）が機

能喪失しても代替し得る十分な台数を配
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十九条（監視測定設備）（93 / 93） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

備する設計とする。◇1  

 

また，常設モニタリング設備（モニタリ

ングポスト等）は，環境モニタリング用

代替電源設備の環境モニタリング用可搬

型発電機からの給電を可能とする設計と

する。◇1  

 

第２項について 

 

重大事故等が発生した場合に敷地内の風

向，風速その他の気象条件を測定し，及

びその結果を記録できるようにするた

め，環境管理設備の気象観測設備及び代

替気象観測設備を設ける設計とする。

◇1  

 6.9 個人管理用設備 

放射線業務従事者等の線量評価のた

めの個人管理用設備として，個人線量

計を配備し，及びホールボディカウン

タを設置する設計とする。 

個人線量計及びホールボディカウン

タは，MOX 燃料加工施設及び廃棄物管理

施設と共用する。 

個人線量計及びホールボディカウン

タは，MOX 燃料加工施設及び廃棄物管理

施設と共用するが，仕様及び運用を各

施設で統一し，必要な個数を確保する

設計とすることで，共用によって再処

理施設の安全性を損なわない設計とす

る。 

    

 6.10 出入管理関係設備 

放射線業務従事者等の管理区域の出入

管理並びに汚染管理及び除染のための

出入管理関係設備として，出入管理設

備及び汚染管理設備を設置する設計と

する。 

再処理施設の管理区域への出入り

は，原則として出入管理設備を設けた

出入管理室を通る設計とする。 

出入管理設備の一部は，廃棄物管理

施設と共用する。 

出入管理設備の一部は廃棄物管理施

設と共用するが，仕様及び出入管理に

係る運用を各施設で同一とする設計と

することで，共用によって再処理施設

の安全性を損なわない設計とする。 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第四十九条（監視測定設備） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

① 

排気モニタリング設備及び代

替排気モニタリング設備に係

る設計の方針 

技術基準の要求事項を受けている

内容 
１項 － a,c,f 

② 

環境モニタリング設備及び代

替環境モニタリング設備に係

る設計の方針 

技術基準の要求事項を受けている

内容 
１項 － a,c,f 

③ 

試料分析関係設備及び代替試

料分析関係設備に係る設計の

方針 

技術基準の要求事項を受けている

内容 
１項 － a,d,f 

④ 

環境管理設備（放射能観測車）

及び代替放射能観測設備に係

る設計の方針 

技術基準の要求事項を受けている

内容 
１項 － a,c,f 

⑤ 

環境管理設備（気象観測設備）

及び代替気象観測設備に係る

設計の方針 

技術基準の要求事項を受けている

内容 
２項 － a,c,f 

⑥ 
環境モニタリング用代替電源

設備に係る設計の方針 
許可事項の展開 － － a,c,f 

⑦ 共通要因故障に対する内容 

技術基準規則（第 36条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 49条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条２項１号） 

（36 条３項２号）

（36 条３項４号）

（36 条３項６号） 

－ b 

⑧ 悪影響防止に関する内容 

技術基準規則（第 36条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 49条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項６号） 
－ b 

⑨ 個数及び容量に関する内容 

技術基準規則（第 36条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 49条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項１号） 
－ a 

⑩ 環境条件等に関する内容 

技術基準規則（第 36条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 49条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項２号）

（36 条１項７号） 

（36 条３項３号） 

（36 条３項 4 号） 

－ b 

⑪ 操作性の確保に関する内容 

技術基準規則（第 36条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 49条）の設備として考慮す

－ 

（36 条１項３号） 

（36 条１項５号） 

－ b 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

別紙１② 

べき特記事項  （36 条３項１号） 

（36 条３項５号） 

⑫ 
試験・検査性の確保に関する

内容 

技術基準規則（第 36条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 49条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

（36 条１項 4 号） 
－ b 

⑬ 

通信連絡設備に関する設計

（通信連絡のための設備の設

置）に関する事項 

許可事項の展開 
－ 

（51条１項） 
－ a,c,f 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  設計基準設備に関する内容 
技術基準規則第 21条「放射線管理施設」の基本設計方針

で説明するため記載しない。 
－ 

□2  設備仕様 仕様表に記載する項目であるため，記載しない。 g 

□3  
他条文で展開する事項（第 46

条） 

第 46条「電源設備」にて，説明する内容であるため，記

載しない。 
e 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 
本文での記載内容又は添付書類の記載と重複するため記

載しない。 
－ 

◇2  一般事項 
一般事項であるため，基本設計方針に記載しない。（図面

の呼び込み，記載箇所の呼び込み等） 
－ 

◇3  他項の呼び込みに関する記載 
事業許可変更申請書において他項を呼び込むための記載

であるため，記載しない。 
－ 

◇4  
他条文で展開する事項（第８

条） 

森林火災発生時の環境モニタリング設備に関する設計

は，外部火災に関する事項であるため，技術基準規則 第

８条「外部からの衝撃による損傷の防止」で説明する。 

－ 

◇5  
保安規定（除雪及び除灰）に

関する運用 

保安規定（除雪及び除灰）に関する事項は第 36条「重大

事故等対処設備」にて明確にするため，記載しない。 
－ 

◇6  手順等 
保安規定（運転管理，施設管理）で担保する事項である

ことから，基本設計方針に記載しない。 
－ 

◇7  添付書類記載内容 

設備の構成と仕様に関する事項及び設備の詳細に関する

事項は、設工認添付書類に記載するため基本設計方針に

は記載しない。 

c,d 

◇8  電源設備に関する事項 
電源設備は技術基準規則（第 46条）に関する内容のため，

第 46条の基本設計方針で記載する。 
e 

◇9  設備仕様 仕様表にて記載する。 g 

４．添付書類等 

№ 書類名 

ａ Ⅵ－１－１－３ 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

ｂ Ⅵ－１－１－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健

2604



設工認申請書 各条文の設計の考え方 

3 

 

別紙１② 

全性に関する説明書 

ｃ 
Ⅵ－１－４－１ 放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する

説明書 

ｄ 
Ⅵ－１－４－２ 管理区域の出入管理関係設備並びに試料分析関係設備及び代替試料分析関係設備

に関する説明書 

ｅ Ⅵ－１－８－１ 電気設備に関する説明書 

ｆ 
Ⅵ－２－４ 配置図 

Ⅵ－２－５ 構造図 

ｇ 仕様表（設計条件及び仕様） 
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第51条：通信連絡を行うための設備 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第五十一条 （通信連絡を行うために必要な設備）（1 / 28） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

（通信連絡を行うために必要

な設備） 

第五十一条 再処理施設に

は、重大事故等が発生した場

合において当該再処理施設の

内外の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡を行うた

めに必要な設備が設けられて

いなければならない。①,②,

③,⑩,⑪  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 個別項目 

7. その他再処理設備の附属施設 

7.3 その他の主要な事項 

7.3.10 通信連絡設備 

7.3.10.2 代替通信連絡設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理事業所には，重大事故等が発生

した場合において再処理事業所の内外の

通信連絡をする必要のある場所と通信連

絡を行うために必要な設備として，通信

連絡設備及び代替通信連絡設備を設ける

設計とする。①-19,22 

 

代替通信連絡設備は，代替電源設備

（電池等の予備電源設備を含む。）から

の給電を可能とした設計とする。①-

20,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

  (７) その他の主要な構造 

  (ⅰ) 安全機能を有する施設 

  (ｓ) 通信連絡設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理事業所には，重大事故等が発生

した場合において再処理事業所の内外の

通信連絡をする必要のある場所と通信連

絡を行うために必要な設備として，通信

連絡設備及び代替通信連絡設備を設ける

設計とする。①-19 

 

代替通信連絡設備は，代替電源設備

（電池等の予備電源設備を含む。）から

の給電を可能とした設計とする。①-20 

 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造

及び設備 

(４) その他の主要な事項 

(ⅹ) 通信連絡設備 

重大事故等が発生した場合において，

再処理事業所の内外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡を行うために，

通信連絡設備及び代替通信連絡設備を設

ける設計とする。①-22 

代替通信連絡設備は，代替電源設備

（電池等の予備電源設備を含む。）から

の給電を可能とした設計とする。①-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.47 通信連絡を行うために必要な設

備 

（通信連絡を行うために必要な設備） 

第四十七条 再処理施設には、重大事故

等が発生した場合において当該再処

理施設の内外の通信連絡をする必要

のある場所と通信連絡を行うために

必要な設備を設けなければならな

い。 

 

（解釈） 

１ 第４７条に規定する「再処理施設の

内外の通信連絡をする必要のある場

所と通信連絡を行うために必要な設

備」とは、以下に掲げる措置又はこ

れと同等以上の効果を有する措置を

講じた設備をいう。 

一 通信連絡設備は、代替電源設備（電

池等の予備電源設備を含む。）から

の給電を可能とすること。 

 

適合のための設計方針 

再処理事業所には，重大事故等が発生

した場合において再処理事業所の内外の

通信連絡をする必要のある場所と通信連

絡を行うために必要な設備として，通信

連絡設備及び代替通信連絡設備を設ける

設計とする。 ◇1  

代替通信連絡設備は，代替電源設備

（電池等の予備電源設備を含む。）から

の給電を可能とした設計とする。 ◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 個別項目 

4. 通信連絡設備 

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

（設計基準事故対処施設の記載について
は，第３１条にて展開するため，省略す
る） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 
下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

紫字：ＤＢ設備に関する記載（比較対象外箇所） 

  ：発電炉との差異の理由    ：許可からの変更点等  

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は事業変更許

可の記載を踏襲し，通信

連絡設備の構成について

記載した。 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第五十一条 （通信連絡を行うために必要な設備）（2 / 28） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 通信連絡設備は，所内通信連絡設備，

所内データ伝送設備，所外通信連絡設備

及び所外データ伝送設備で構成する。①

-21 

 

重大事故等が発生した場合において，

再処理事業所内の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡を行うため，及び計

測等を行ったパラメータを再処理事業所

内の必要な場所で共有するための代替通

信連絡設備として，代替通話系統，可搬

型通話装置，可搬型衛星電話（屋内

用），可搬型トランシーバ（屋内用），

可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型ト

ランシーバ（屋外用）を設ける設計とす

る。①-1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 通信連絡設備は，所内通信連絡設備，

所内データ伝送設備，所外通信連絡設備

及び所外データ伝送設備で構成する。①

-21 

 

 重大事故等が発生した場合において，

再処理事業所内の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡を行うため，及び計

測等を行ったパラメータを再処理事業所

内の必要な場所で共有するために，所内

通信連絡設備，所内データ伝送設備及び

代替通信連絡設備を設ける設計とする。

①-1 

 

 重大事故等が発生した場合において，

再処理事業所内の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡を行うための代替通

信連絡設備として，代替通話系統を設置

する。①-2 

 

重大事故等が発生した場合において，再

処理事業所内の通信連絡をする必要のあ

る場所と通信連絡を行うための代替通信

連絡設備として，可搬型通話装置，可搬

型衛星電話（屋内用），可搬型トランシ

ーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外

用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）

を配備する。①-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.17.2 重大事故等対処設備 

9.17.2.1 概  要 

重大事故等が発生した場合において，

再処理事業所内外の通信連絡をする必要

のある場所と通信連絡を行うために，通

信連絡設備及び代替通信連絡設備を設け

る設計とする。◇1  

通信連絡設備は，所内通信連絡設備，

所内データ伝送設備，所外通信連絡設備

及び所外データ伝送設備で構成する。◇1  

 

代替通信連絡設備の一部は，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用する。⑤-1,⑥-12 

 

 

 

通信連絡設備及び代替通信連絡設備の

系統概要図を第 9.17.2－１図及び第

9.17.2－２図に示す。 ◇3  

また，代替通信連絡設備の機器配置図

を第 9.17.2－３図～第 9.17.2－36 図に

示す。 ◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合において，

再処理事業所内外の通信連絡をする必要

のある場所と通信連絡を行うため，及び

計測等を行ったパラメータを再処理事業

所内外の必要な場所で共有するために，

所内通信連絡設備，所内データ伝送設

備，所外通信連絡設備，所外データ伝送

設備及び代替通信連絡設備を設ける設計

とする。 ◇1  

所内通信連絡設備として，ページング

装置，所内携帯電話，専用回線電話，一

般加入電話及びファクシミリを設ける設

計とする。 ◇1  

所内データ伝送設備として，プロセス

データ伝送サーバ，放射線管理用計算

機，環境中継サーバ及び総合防災盤を設

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合において，

発電所内の通信連絡をする必要のある場

所と通信連絡を行うために必要な通信設

備（発電所内）及び計測等を行った特に

重要なパラメータを発電所内の必要な場

所で共有するために必要な通信設備（発

電所内）として，必要な数量の衛星電話

設備（固定型）及び携行型有線通話装置

を中央制御室及び緊急時対策所内に設置

又は保管し，必要な数量の衛星電話設備

（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）

を緊急時対策所内に保管する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，可搬型については必要な数量に

加え，故障を考慮した数量の予備を保管

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-1（P10,16 へ） 

⑥-12（P16 へ） 

①-1（P4 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともに重大事故等が発生した際に所内の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡を行うため，及び計測等を行ったパラメータを所内の

必要な場所で共有するために必要な設備を設置又は保管する方針は同様である

が，再処理施設では，重大事故等対処設備の個数及び容量の設計方針として重

大事故等対処設備の必要数を整理しているため，代替通信連絡設備の必要数は

(15/28)～(18/28)に記載する。代替通信連絡設備の設置及び保管場所は

(4/28)，(5/28)に記載している。 

【「等」の解説 】 

「計測等」の指す内容は

計測及び監視であり, 添

付書類の説明書で示すた

め。（以下同じ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の可搬型重大事故等対処設備は，必要

な数量に故障を考慮した数量を含めている。 

故障を考慮した数量を含めた代替通信連絡設備の

必要数は(15/28)～(18/28)に記載する。 

【許可からの変更点】 

具体的な設備を記載した①-3,6,7 から

基本設計方針に展開したため。 

【「等」の解説 】 

「重大事故等」について

は事業指定基準規則の表

記に基づく用語として許

可の記載のとおりとし

た。（以下同じ） 

②（P6 へ） 

①（P3 から） 

③（P6 から） 
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緊急時対策所へ重大事故等に対処する

ために必要なデータを伝送するための設

備として，情報把握計装設備の情報把握

計装設備用屋内伝送系統等を使用する設

計とする。①-4,⑩-1 

 

情報把握計装設備については第 2章 

個別項目の「4.3 制御室」の「4.3.1 

計測制御装置」に示す。⑩-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所へ重大事故等に対処する

ために必要なデータを伝送するための設

備として，代替モニタリング設備の可搬

型排気モニタリング用データ伝送装置及

び可搬型環境モニタリング用データ伝送

装置並びに代替気象観測設備の可搬型気

象観測用データ伝送装置を使用する設計

とする。①-5,⑪-1 

 

 

代替モニタリング設備のについては第

2章 個別項目の「6.2 代替モニタリン

グ設備」に，代替気象観測設備について

は第 2章 個別項目の「6.7 代替気象

観測設備」に示す。⑪-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 緊急時対策所へ重大事故等に対処する

ために必要なデータを伝送するための設

備として，「ヘ．（４）（ⅰ）（ａ） 

計測制御装置」の情報把握計装設備の一

部である情報把握計装設備用屋内伝送系

統等を設置する。①-4,⑩-1,2 

 

 重大事故等が発生した場合において，

再処理事業所内の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡を行うための代替通

信連絡設備として，可搬型通話装置，可

搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラン

シーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋

外用）及び可搬型トランシーバ（屋外

用）を配備する。①-3 

 

 

緊急時対策所へ重大事故等に対処する

ために必要なデータを伝送するための設

備として，「ヘ．（４）（ⅰ）（ａ） 

計測制御装置」の情報把握計装設備の一

部である前処理建屋可搬型情報収集装置

等，「チ．（２）（ⅱ） 放射線監視設

備」の一部及び「チ．（２）（ⅲ） 環

境管理設備」の一部を配備する。①-5,

⑪-1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 重大事故等が発生した場合において，

代替通信連絡設備へ給電するための設備

として，「リ．（４）（ⅸ）（ｇ） 緊

急時対策建屋電源設備」の緊急時対策建

屋用発電機を常設重大事故等対処設備と

して設置し，【□1 】「リ．（１）（ⅰ）

（ｂ）（ロ）１） 代替電源設備」の制

御建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機を

可搬型重大事故等対処設備として配備す

る。□2  

重大事故等が発生した場合において，

通信連絡設備へ給電するための設備とし

て，「リ． (１) (ⅰ) 電気設備」の一

部である受電開閉設備等を常設重大事故

等対処設備として位置付ける。□2  

ける設計とする。 ◇1  

所外通信連絡設備として，統合原子力

防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力

防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原

子力防災ネットワークＴＶ会議システ

ム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星

携帯電話及びファクシミリを設ける設計

とする。 ◇1  

所外データ伝送設備として，データ伝

送サーバを設ける設計とする。 ◇1  

代替通信連絡設備として，代替通話系

統，可搬型通話装置，可搬型衛星電話

（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内

用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可

搬型トランシーバ（屋外用），統合原子

力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子

力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合

原子力防災ネットワークＴＶ会議システ

ム及びデータ伝送設備を設ける設計とす

る。 ◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所外通信連絡設備及び所外データ伝送

設備は，有線回線，無線回線又は衛星回

線による通信回線の多様性を確保した専

用通信回線に接続することで，輻輳等に

よる制限を受けることのない設計とす

る。 ◇1  

代替通信連絡設備は，代替電源設備

（電池等の予備電源設備を含む。）から

の給電を可能とした設計とする。 ◇1  

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所へ重大事故等に対処する

ために必要なデータを伝送するためのデ

ータ伝送設備（発電所内）として，安全

パラメータ表示システム（SPDS）のうち

データ伝送装置を中央制御室内に設置

し，緊急時対策支援システム伝送装置及

び SPDS データ表示装置は，緊急時対策

所建屋内に設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

放射線監視設備の一部及

び環境管理設備の一部に

ついて，対象を明確にし

た。 

【「等」の解説 】 

「情報把握計装設備用屋内伝送系統等」の指す内容は情報把握計装

設備用屋内伝送系統，建屋間伝送用無線装置，前処理建屋可

搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建屋

可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可

搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報

収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第 1保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置及び第 2保管庫・貯水所可搬型情報収集装置
であり，添付書類の説明書で示すため，当該箇所では許可の記載を用

いた。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともに緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデ

ータを伝送するための設備を設置する方針は同様であるが，別の設備区分の設備

（情報把握計装設備，代替モニタリング設備，代替気象観測設備）であるため，

設置場所は記載しない。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため，

「使用する設計とする」

にした。（以下同じ） 

①（P1 へ） 
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設計基準対象の施設と兼用する所内通

信連絡設備のページング装置，所内携帯

電話，専用回線電話，一般加入電話及び

ファクシミリを常設重大事故等対処設備

として位置付け，重大事故等が発生した

場合において，再処理事業所内の通信連

絡をする必要のある場所と通信連絡を行

う設計とする。①-1,6 

 

設計基準対象の施設と兼用する所内デ

ータ伝送設備のプロセスデータ伝送サー

バ，放射線管理用計算機，環境中継サー

バ及び総合防災盤を常設重大事故等対処

設備として位置付け，重大事故等が発生

した場合において，計測等を行ったパラ

メータを再処理事業所内の必要な場所で

共有する設計とする。①-1,7 

 

 

代替通話系統は，前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化

建屋に設置し，可搬型通話装置を接続し

て使用可能な設計とする。②-1 

 

可搬型通話装置は，前処理建屋，分離

建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固

化建屋内で必要な連絡を行う際に使用す

るものであり，可搬型通話装置の端末を

代替通話系統に接続することで，代替通

話系統を通じて可搬型通話装置の端末間

で通信連絡を行うことができる設計とす

る。②-2 

 

 

 可搬型通話装置は，制御建屋及び外部

保管エリアに保管する設計とする。①-8 

 

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型ト

ランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋，制御建屋，緊急時対策建屋及び外部

保管エリアに保管する設計とする。①-9 

 

 

 

 

 

 

設計基準対象の施設と兼用する所内通

信連絡設備のページング装置，所内携帯

電話，専用回線電話，一般加入電話及び

ファクシミリを常設重大事故等対処設備

として位置付ける。①-6 

 

 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する

所内データ伝送設備のプロセスデータ伝

送サーバ，放射線管理用計算機，環境中

継サーバ及び総合防災盤を常設重大事故

等対処設備として位置付ける。①-7 

 

 

 

 

 

 代替通話系統は，前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化

建屋に設置し，可搬型通話装置を接続し

て使用可能な設計とする。②-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 可搬型通話装置は，制御建屋及び外部

保管エリアに保管する設計とする。①-8 

 

 可搬型衛星電話（屋内用），可搬型ト

ランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋，制御建屋，緊急時対策建屋及び外部

保管エリアに保管する設計とする。①-9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型通話装置は，前処理建屋，分離

建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固

化建屋内で必要な連絡を行う際に使用す

るものであり，可搬型通話装置の端末を

代替通話系統に接続することで，代替通

話系統を通じて可搬型通話装置の端末間

で通信連絡を行うことができる設備であ

る。②-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合において，

発電所内の通信連絡をする必要のある場

所と通信連絡を行うために必要な通信設

備（発電所内）及び計測等を行った特に

重要なパラメータを発電所内の必要な場

所で共有するために必要な通信設備（発

電所内）として，必要な数量の衛星電話

設備（固定型）及び携行型有線通話装置

を中央制御室及び緊急時対策所内に設置

又は保管し，必要な数量の衛星電話設備

（携帯型）及び無線連絡設備（携帯型）

を緊急時対策所内に保管する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-1（P2 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-1（P2 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

許可の記載を踏襲し，設計

基準対象の施設と兼用する

設備の使用目的を明確にし

たため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

許可の記載を踏襲し，設計

基準対象の施設と兼用する

設備の使用目的を明確にし

たため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設特有の設備の

仕様のため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともに通信連絡

設備の一部を設ける設計とする方針

は同様であるが，再処理施設では，

重大事故等対処設備の個数及び容量

の設計方針として重大事故等対処設

備の必要数を整理しているため，代

替通信連絡設備の必要数は(14/28)～

(17/28)に記載する。代替通信連絡設

備の設計目的は(2/28)に記載してい

る。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

④（P21 から） 

③（P2 へ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型

トランシーバ（屋内用）は，ハンドセッ

トを中央制御室，緊急時対策所並びに使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室に配備し，屋外に配備したアンテナ

と接続することにより，屋内で使用でき

る設計とする。②-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型通話装置は，乾電池で動作可能

な設計とする。③-1 

 

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型ト

ランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，充電池で動作可能な設計とす

る。さらに，可搬型衛星電話（屋内用）

及び可搬型トランシーバ（屋内用）は，

代替電源設備の制御建屋可搬型発電機，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機又は緊急時対策建屋電源設備

の緊急時対策建屋用発電機から受電し，

動作可能な設計とする。③-2 

 

 

乾電池を用いるものについては 7日間

以上継続して通話ができる設計とする。

また，充電池を用いるものについては，

代替電源設備の制御建屋可搬型発電機，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機又は緊急時対策建屋電源設備

の緊急時対策建屋用発電機にて充電又は

受電することで 7日間以上継続して通話

ができる設計とする。③-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型

トランシーバ（屋内用）は，ハンドセッ

トを中央制御室，緊急時対策所並びに使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室に配備し，屋外に配備したアンテナ

と接続することにより，屋内で使用でき

る設計とする。②-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 可搬型通話装置は，乾電池で動作可能

な設計とする。③-1 

 

 可搬型衛星電話（屋内用），可搬型ト

ランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，充電池で動作可能な設計とす

る。さらに，可搬型衛星電話（屋内用）

及び可搬型トランシーバ（屋内用）は，

「リ．（１）（ⅰ）（ｂ）（ロ）１） 

代替電源設備」の制御建屋可搬型発電機

等又は「リ．（４）（ⅸ）（ｇ） 緊急

時対策建屋電源設備」の緊急時対策建屋

用発電機から受電し，動作可能な設計と

する。③-2 

 

 乾電池を用いるものについては７日間

以上継続して通話ができる設計とする。

また，充電池を用いるものについては，

「リ．（１）（ⅰ）（ｂ）（ロ）１） 

代替電源設備」の制御建屋可搬型発電機

等又は「リ．（４）（ⅸ）（ｇ） 緊急

時対策建屋電源設備」の緊急時対策建屋

用発電機にて充電又は受電することで７

日間以上継続して通話ができる設計とす

る。③-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衛星電話設備（固定型）は，屋外に設

置したアンテナと接続することにより，

屋内で使用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室内に設置する衛星電話設備

（固定型）は，非常用交流電源設備に加

えて，全交流動力電源が喪失した場合に

おいても，代替電源設備である常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電源設

備からの給電が可能な設計とする。緊急

時対策所内に設置する衛星電話設備（固

定型）は，非常用交流電源設備に加え

て，全交流動力電源が喪失した場合にお

いても，代替電源設備である緊急時対策

所用代替電源設備からの給電が可能な設

計とする。 

 

衛星電話設備（携帯型），無線連絡設

備（携帯型）及び携行型有線通話装置

は，充電池又は乾電池を使用する設計と

する。充電池を用いるものについては，

ほかの端末又は予備の充電池と交換する

ことにより 7日間以上継続して通話を可

能とし，使用後の充電池は，中央制御室

又は緊急時対策所の電源から充電するこ

とができる設計とする。また，乾電池を

用いるものについては，予備の乾電池と

交換することにより，7日間以上継続し

て通話ができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③-3（P11 へ） 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともに通信連絡設備の一部について充電池又は乾電池

で動作可能な設計とし，７日間以上継続して通話できる設計とする方針は

同様であるが，再処理施設と発電炉で運用が異なるため。 

【許可からの変更点】 

「制御建屋可搬型発電機

等」について対象を明確に

した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともに通信連絡設備の一部は屋外に配備したアンテナと接

続することにより使用できる設計とする方針は同様であるが，再処理施設では

ハンドセットを配備するため。 

【許可からの変更点】 

「制御建屋可搬型発電機

等」について対象を明確に

した。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともに通信連絡

設備の一部について代替電源設備で

動作可能な設計とする方針は同様で

あるが，再処理施設では常設重大事

故等対処設備の電源設備から受電し

ないため。 

代替通信連絡設備の保管場所は

(4/28)に記載している。 

⑤（P9 へ） 

⑧（P10 へ） 
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代替通信連絡設備のうち可搬型衛星電

話（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外

用）は，MOX 燃料加工施設と共用する。

⑤-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替通信連絡設備の一部は，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用する。⑤-1,⑥-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤ

Ｓ）のうちデータ伝送装置は，非常用交

流電源設備に加えて，全交流動力電源が

喪失した場合においても，代替電源設備

である常設代替交流電源設備又は可搬型

代替交流電源設備からの給電が可能な設

計とする。 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤ

Ｓ）のうち緊急時対策支援システム伝送

装置及びＳＰＤＳデータ表示装置は，非

常用交流電源設備に加えて，全交流動力

電源が喪失した場合においても，代替電

源設備である緊急時対策所用代替電源設

備からの給電が可能な設計とする。 

 

重大事故等が発生した場合に必要な通

信設備（発電所内）及びデータ伝送設備

（発電所内）については，基準地震動Ｓ

ｓによる地震力に対し，地震時及び地震

後においても通信連絡に係る機能を保持

するため，固縛又は固定による転倒防止

措置等を実施するとともに，信号ケーブ

ル及び電源ケーブルは，耐震性を有する

電線管等に敷設する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

通信連絡設備のうち衛星電話設備（固

定型），衛星電話設備（携帯型），電力

保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨ

Ｓ端末及びＦＡＸ），テレビ会議システ

ム（社内），統合原子力防災ネットワー

クに接続する通信連絡設備（テレビ会議

システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡ

Ｘ），加入電話設備（加入電話及び加入

ＦＡＸ）及び専用電話設備（ホットライ

ン）（地方公共団体向）は，東海発電所

と共用とするが，東海第二発電所及び東

海発電所に係る通信・通話に必要な仕様

を満足する設計とすることで，安全性を

損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設において，発電炉の安全

パラメータ表示システム（SPDS）の

うちデータ伝送装置に該当する設備

は，別の設備区分の設備（情報把握

計装設備，代替モニタリング設備，

代替気象観測設備）であるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設において，発電炉の安全

パラメータ表示システム（SPDS）の

うち緊急時対策支援システム伝送装

置及び SPDS データ表示装置に該当

する設備は，別の設備区分の設備

（緊急時対策建屋情報把握設備）で

あるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，重大事故等対処設備の環境条件等の設計方針として地震を

要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計を整理しているため，本基本

設計方針には記載しない。 

【許可からの変更点】 

共用する代替通信連絡設備に

ついて対象を明確にした。 

②（P2 から） 

⑥（P10 へ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所内通信連絡設備及び代替通信連絡設

備は，重大事故等への対処が開始されて

いる状態で,化学物質の漏えい又は異臭

等の異常を確認した者（立会人，公的機

関から情報を入手した者等）が中央制御

室の実施組織要員（実施責任者）に有毒

ガスの発生を連絡する場合，中央制御室

の実施組織要員（実施責任者）から中央

制御室，屋外及び屋内の実施組織要員に

有毒ガスの発生を連絡する場合，中央制

御室の実施組織要員（実施責任者）から

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の実施組織要員に有毒ガスの発生

を連絡する場合及び中央制御室の実施組

織要員（実施責任者）から緊急時対策所

の重大事故等の対処に必要な指示を行う

要員（非常時対策組織本部の本部長）に

有毒ガスの発生を連絡する場合において

も使用する。⑫-1,⑬-1 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合において，

再処理事業所外の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡を行うため，及び計

測等を行ったパラメータを再処理事業所

外の必要な場所で共有するための代替通

信連絡設備として，統合原子力防災ネッ

トワーク IP 電話，統合原子力防災ネッ

トワーク IP-FAX，統合原子力防災ネット

ワーク TV 会議システム，データ伝送設

備，可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬

型衛星電話（屋外用）を設ける設計とす

る。①-10,11,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所内通信連絡設備及び代替通信連絡設

備は，重大事故等への対処が開始されて

いる状態で,化学物質の漏えい又は異臭

等の異常を確認した者（立会人，公的機

関から情報を入手した者等）が中央制御

室の実施組織要員（実施責任者）に有毒

ガスの発生を連絡する場合，中央制御室

の実施組織要員（実施責任者）から中央

制御室，屋外及び屋内の実施組織要員に

有毒ガスの発生を連絡する場合，中央制

御室の実施組織要員（実施責任者）から

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の実施組織要員に有毒ガスの発生

を連絡する場合及び中央制御室の実施組

織要員（実施責任者）から緊急時対策所

の重大事故等の対処に必要な指示を行う

要員（非常時対策組織本部の本部長）に

有毒ガスの発生を連絡する場合において

も使用する。⑫-1,⑬-1 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合において，

再処理事業所外の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡を行うため，及び計

測等を行ったパラメータを再処理事業所

外の必要な場所で共有するために，所外

通信連絡設備，所外データ伝送設備及び

代替通信連絡設備を設ける設計とする。

①-10 

 

 重大事故等が発生した場合において，

再処理事業所外の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡を行うための代替通

信連絡設備として，統合原子力防災ネッ

トワークＩＰ電話，統合原子力防災ネッ

トワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災

ネットワークＴＶ会議システム及びデー

タ伝送設備を設置する。①-11 

 

 重大事故等が発生した場合において，

再処理事業所外の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡を行うための代替通

信連絡設備として，可搬型衛星電話（屋

内用），可搬型衛星電話（屋外用）を配

備する。①-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 通信連絡設備（発電所外） 

（設計基準事故対処施設の記載について
は，第３１条にて展開するため，省略す
る） 
 

重大事故等が発生した場合において，

発電所外（社内外）の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡を行うために必

要な通信設備（発電所外）及び計測等を

行った特に重要なパラメータを発電所外

（社内外）の必要な場所で共有するため

に必要な通信設備（発電所外）として，

必要な数量の衛星電話設備（固定型）を

中央制御室及び緊急時対策所内に設置

し，必要な数量の衛星電話設備（携帯

型）及び統合原子力防災ネットワークに

接続する通信連絡設備（テレビ会議シス

テム，IP 電話及び IP-FAX）を緊急時対

策所内に設置又は保管する設計とする。 

 

重大事故等が発生した場合において，

発電所内から発電所外の緊急時対策支援

システム（ERSS）へ必要なデータを伝送

できるデータ伝送設備（発電所外）とし

て，緊急時対策支援システム伝送装置で

構成するデータ伝送設備を緊急時対策所

建屋内に設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-10（P8 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともに重大事故等が発生した際に所外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡を行うため，及び計測等を行ったパラメータを所外の

必要な場所で共有するために必要な設備を設ける方針は同様であるが，再処理

施設では，重大事故等対処設備の個数及び容量の設計方針として重大事故等対

処設備の必要数を整理しているため，代替通信連絡設備の必要数は(14/28)～

(17/28)に記載する。代替通信連絡設備の設置及び保管場所は(8/28)に記載し

ている。 

【許可からの変更点】 

具体的な設備を記載した①-

11,12 から基本設計方針に展開し

たため。 

【「等」の解説 】 

「漏えい又は異臭等」は化

学薬品の受入れ時の異常を

示すものであり，「等」の

指す内容は化学薬品の運搬

車両の損傷など，様々挙げ

られることから，「等」と

した。（以下同じ） 

【「等」の解説 】 

「公的機関から情報を入手

した者等」の「等」の指す

内容は，当該の運搬に対応

している者であり，添付書

類の説明書で示すため。

（以下同じ） 

⑦（P8 へ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準対象の施設と兼用する所外通

信連絡設備の統合原子力防災ネットワー

ク IP 電話，統合原子力防災ネットワー

ク IP-FAX，統合原子力防災ネットワーク

TV 会議システム，一般加入電話，一般携

帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリ

を常設重大事故等対処設備として位置付

け，重大事故等が発生した場合におい

て，再処理事業所外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡を行う設計とす

る。①-10,13 

 

 

 

設計基準対象の施設と兼用する所外デ

ータ伝送設備のデータ伝送設備を常設重

大事故等対処設備として位置付け，重大

事故等が発生した場合において，計測等

を行ったパラメータを再処理事業所外の

必要な場所で共有する設計とする。①-

10,14 

 

 

 

 

統合原子力防災ネットワーク IP 電

話，統合原子力防災ネットワーク IP-

FAX，合原子力防災ネットワーク TV 会議

システム及びデータ伝送設備は，緊急時

対策建屋に設置する設計とする。①-

15,16 

 

 

 

可搬型衛星電話（屋内用）は，緊急時

対策建屋及び外部保管エリアに保管する

設計とする。①-17 

 

 可搬型衛星電話（屋外用）は，制御建

屋及び外部保管エリアに保管する設計と

する。①-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設計基準対象の施設と兼用する所外通

信連絡設備の統合原子力防災ネットワー

クＩＰ電話，統合原子力防災ネットワー

クＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネット

ワークＴＶ会議システム，一般加入電

話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びフ

ァクシミリを常設重大事故等対処設備と

して位置付ける。①-13 

 

 

 

 

 

 

 設計基準対象の施設と兼用する所外デ

ータ伝送設備のデータ伝送設備を常設重

大事故等対処設備として位置付ける。①

-14 

 

 

 

 

 

 

 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電

話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－

ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴ

Ｖ会議システムは，緊急時対策建屋に設

ける設計とする。①-15 

 

データ伝送設備は，緊急時対策建屋に

設ける設計とする。①-16 

 

 可搬型衛星電話（屋内用）は，緊急時

対策建屋及び外部保管エリアに保管する

設計とする。①-17 

 

 可搬型衛星電話（屋外用）は，制御建

屋及び外部保管エリアに保管する設計と

する。①-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合において，

発電所外（社内外）の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡を行うために必

要な通信設備（発電所外）及び計測等を

行った特に重要なパラメータを発電所外

（社内外）の必要な場所で共有するため

に必要な通信設備（発電所外）として，

必要な数量の衛星電話設備（固定型）を

中央制御室及び緊急時対策所内に設置

し，必要な数量の衛星電話設備（携帯

型）及び統合原子力防災ネットワークに

接続する通信連絡設備（テレビ会議シス

テム，IP 電話及び IP-FAX）を緊急時対

策所内に設置又は保管する設計とする。 

 

重大事故等が発生した場合において，

発電所内から発電所外の緊急時対策支援

システム（ERSS）へ必要なデータを伝送

できるデータ伝送設備（発電所外）とし

て，緊急時対策支援システム伝送装置で

構成するデータ伝送設備を緊急時対策所

建屋内に設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-10（P7 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-10（P7 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，外部電源が健全な環境条件において，通常時に使用する設備

及び設計基準対象施設の一部を重大事故等対処設備として使用するため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，外部電源が健全な環境条件において，通常時に使用する設備

及び設計基準対象施設の一部を重大事故等対処設備として使用するため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともに通信連絡設備を設置又は保管する設計とする方針は同

様であるが,再処理施設と発電炉で保管場所が異なるため。また，再処理施設で

は，重大事故等対処設備の個数及び容量の設計方針として重大事故等対処設備の

必要数を整理しているため，代替通信連絡設備の必要数は(14/28)～(17/28)に記

載する。通信連絡設備の設計目的については(7/28)に記載している。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載統一のため，

「設置する設計とする」

に修正。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

⑨（P9 から） 

【許可からの変更点】 

具体的な設備を記載した①-13 か

ら基本設計方針に展開したた

め。 

【許可からの変更点】 

具体的な設備を記載した①-14 か

ら基本設計方針に展開したた

め。 

⑦（P7 から） 
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可搬型衛星電話（屋内用）は，ハンド

セットを緊急時対策建屋に配備し，屋外

に配備したアンテナと接続することによ

り，屋内で使用できる設計とする。②-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 統合原子力防災ネットワーク IP 電

話，統合原子力防災ネットワーク IP-

FAX，統合原子力防災ネットワーク TV 会

議システム及びデータ伝送設備は，緊急

時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用

発電機から受電し，動作可能な設計とす

る。③-4 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型衛星電話（屋内用）は，緊急時

対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発

電機から受電し，動作可能な設計とす

る。③-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 可搬型衛星電話（屋外用）は，代替電

源として充電池で動作可能な設計とす

る。③-6 

 

 

可搬型衛星電話（屋内用）は，ハンド

セットを緊急時対策所に配備し，屋外に

配備したアンテナと接続することによ

り，屋内で使用できる設計とする。②-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 統合原子力防災ネットワークＩＰ電

話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－

ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴ

Ｖ会議システムは，緊急時対策建屋に設

ける設計とする。①-15 

 

 

 統合原子力防災ネットワークＩＰ電

話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－

ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴ

Ｖ会議システム及びデータ伝送設備は，

「リ．（４）（ⅸ）（ｇ） 緊急時対策

建屋電源設備」の緊急時対策建屋用発電

機から受電し，動作可能な設計とする。

③-4 

 

 

 

 

 

 

 可搬型衛星電話（屋内用）は，「リ．

（４）（ⅸ）（ｇ） 緊急時対策建屋電

源設備」の緊急時対策建屋用発電機から

受電し，動作可能な設計とする。③-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 可搬型衛星電話（屋外用）は，代替電

源として充電池で動作可能な設計とす

る。③-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衛星電話設備（固定型）は，屋外に設

置したアンテナと接続することにより，

屋内で使用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所建屋内に設置する衛星電

話設備（固定型）及び統合原子力防災ネ

ットワークに接続する通信連絡設備（テ

レビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－

ＦＡＸ）は，非常用交流電源設備に加え

て，全交流動力電源が喪失した場合にお

いても，代替電源設備である緊急時対策

所用代替電源設備からの給電が可能な設

計とする。 

 

データ伝送設備（発電所外）は，非常

用交流電源設備に加えて，全交流動力電

源が喪失した場合においても，代替電源

設備である緊急時対策所用代替電源設備

からの給電が可能な設計とする。 

 

中央制御室内に設置する衛星電話設備

（固定型）は，非常用交流電源設備に加

えて，全交流動力電源が喪失した場合に

おいても，代替電源設備である常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電源設

備からの給電が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

衛星電話設備（携帯型）は，充電池を

使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともに通信連絡設備の一部について代替電源設備から

受電し動作可能な設計とする方針は同様であるが，再処理施設では常設重

大事故等対処設備の電源設備から受電しないため。 

代替通信連絡設備の保管場所は(9/28)に記載している。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともに通信連絡設備の一部について屋外に配備したアン

テナと接続することにより屋内で使用できる設計とする方針は同様である

が，再処理施設ではハンドセットを配備するため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

代替通信連絡設備の設置場所は(9/28)に記載している。 

【許可からの変更点】 

施設名称の統一のため，

「緊急時対策建屋」に修

正。 

⑨（P8 へ） 

⑤（P5 から） 
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充電池を用いるものについては，代替

電源設備の制御建屋可搬型発電機，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機又は緊急時対策建屋電源設備の緊

急時対策建屋用発電機にて充電又は受電

することで 7日間以上継続して通話がで

きる設計とする。③-3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替通信連絡設備のうち統合原子力防

災ネットワーク IP 電話，統合原子力防

災ネットワーク IP-FAX，統合原子力防災

ネットワーク TV 会議システム，可搬型

衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話

（屋外用）は，MOX 燃料加工施設と共用

する。⑤-1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

共用する代替通信連絡設備は，再処理

施設及び MOX 燃料加工施設における重大

事故等に同時に対処することを考慮し，

同一の端末を使用すること及び十分な数

量を確保することで，共用によって重大

事故等への対処に影響を及ぼさない設計

とする。⑤-2,⑥-1 

 

所外通信連絡設備及び代替通信連絡

設備は，重大事故等への対処が開始さ

れている状態で,化学物質の漏えい又は

異臭等の異常を確認した者（立会人，

公的機関から情報を入手した者等）が

中央制御室の実施組織要員（実施責任

者）に有毒ガスの発生を連絡する場合

においても使用する。⑫-2,⑬-2 

 

 

 乾電池を用いるものについては７日間

以上継続して通話ができる設計とする。

また，充電池を用いるものについては，

「リ．（１）（ⅰ）（ｂ）（ロ）１） 

代替電源設備」の制御建屋可搬型発電機

等又は「リ．（４）（ⅸ）（ｇ） 緊急

時対策建屋電源設備」の緊急時対策建屋

用発電機にて充電又は受電することで７

日間以上継続して通話ができる設計とす

る。③-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 代替通信連絡設備のうち統合原子力防

災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防

災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子

力防災ネットワークＴＶ会議システム，

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛

星電話（屋外用）は，ＭＯＸ燃料加工施

設と共用する。 ⑤-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 共用する代替通信連絡設備は，再処理

施設及びＭＯＸ燃料加工施設における重

大事故等対処に同時に対処することを考

慮し，同一の端末を使用すること及び十

分な数量を確保することで，共用によっ

て重大事故時の対処に影響を及ぼさない

設計とする。⑤-2,⑥-1 

 

所外通信連絡設備及び代替通信連絡設

備は，重大事故等への対処が開始されて

いる状態で,化学物質の漏えい又は異臭

等の異常を確認した者（立会人，公的機

関から情報を入手した者等）が中央制御

室の実施組織要員（実施責任者）に有毒

ガスの発生を連絡する場合においても使

用する。⑫-2,⑬-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

充電池を用いるものについては，ほか

の端末又は予備の充電池と交換すること

により 7 日間以上継続して通話を可能

とし，使用後の充電池は，中央制御室又

は緊急時対策所の電源から充電すること

ができる設計とする。 

 

 

重大事故等が発生した場合に必要な通

信設備（発電所外）及びデータ伝送設備

（発電所外）については，基準地震動Ｓ

ｓによる地震力に対し，地震時及び地震

後においても通信連絡に係る機能を保持

するため，固縛又は固定による転倒防止

措置等を実施するとともに，信号ケーブ

ル及び電源ケーブルは，耐震性を有する

電線管等に敷設する設計とする。 

 

緊急時対策所内に設置する衛星電話設

備（固定型）及び統合原子力防災ネット

ワークに接続する通信連絡設備は，同一

の端末を使用することにより，端末を変

更する場合に生じる情報共有の遅延を防

止することができ，安全性の向上が図れ

ることから，東海発電所及び東海第二発

電所で共用する設計とする。 

 

これらの通信連絡設備は，共用により

悪影響を及ぼさないよう，東海発電所及

び東海第二発電所の使用する要員が通信

連絡するために必要な容量を確保する設

計とする。 

 

通信連絡設備のうち衛星電話設備（固

定型），衛星電話設備（携帯型），電力

保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨ

Ｓ端末及びＦＡＸ），テレビ会議システ

ム（社内），統合原子力防災ネットワー

クに接続する通信連絡設備（テレビ会議

システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡ

Ｘ），加入電話設備（加入電話及び加入

ＦＡＸ）及び専用電話設備（ホットライ

ン）（地方公共団体向）は，東海発電所

と共用とするが，東海第二発電所及び東

海発電所に係る通信・通話に必要な仕様

を満足する設計とすることで，安全性を

損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-1（P2 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-2（P7 へ） 

⑥-1（P7 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，重大事故等対処設備の環境条件等の設計方針として地震を

要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計を整理しているため，本基本

設計方針には記載しない。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともに通信連絡設備の一部について充電池又は乾

電池で動作可能な設計とし，７日間以上継続して通話できる設計とす

る方針は同様であるが，再処理施設と発電炉で運用が異なるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，再処理施設ともに通信連絡設備の一部について他施設と共用する

方針は同様であるが，再処理施設と発電炉で通信連絡設備を共用する意図

が異なるため。 

【許可からの変更点】 

「制御建屋可搬型発電機

等」について対象を明確に

した。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

（以下同じ） 

⑧（P5 から） 【許可からの変更点】 

再処理事業所外と通信連絡

を行うための代替通信連絡

設備には，乾電池を用いる

ものが無いため 

⑥（P6 から） 
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代替通信連絡設備の統合原子力防災ネ

ットワーク IP 電話，統合原子力防災ネ

ットワーク IP-FAX，統合原子力防災ネッ

トワーク TV 会議システム及びデータ伝

送設備は，共通要因によって所外通信連

絡設備の一般加入電話，一般携帯電話，

衛星携帯電話及びファクシミリと同時に

その機能が損なわれるおそれがないよ

う，緊急時対策所の緊急時対策建屋用発

電機からの給電により使用することで，

電気設備に対して多様性を有する設計と

する。 

また，代替通信連絡設備の統合原子力

防災ネットワーク IP 電話，統合原子力

防災ネットワーク IP-FAX，統合原子力防

災ネットワーク TV 会議システム及びデ

ータ伝送設備は，共通要因によって所外

通信連絡設備の一般加入電話，一般携帯

電話，衛星携帯電話及びファクシミリと

同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，有線回線又は衛星回線による通

信方式の多様性を確保した構成の通信回

線に接続することで，所外通信連絡設備

の一般加入電話，一般携帯電話，衛星携

帯電話及びファクシミリに対して通信方

式の多様性を有する設計とする。④-1 

 

 

代替通信連絡設備の代替通話系統は，

共通要因によって所内通信連絡設備のペ

ージング装置及び所内携帯電話と同時に

その機能が損なわれるおそれがないよ

う，所内通信連絡設備のページング装置

及び所内携帯電話と異なる系統構成で使

用することで，所内通信連絡設備のペー

ジング装置及び所内携帯電話に対して，

独立性を有する設計とする。④-2 

 

所内通信連絡設備のページング装置，

所内携帯電話，専用回線電話，一般加入

電話，ファクシミリ，所内データ伝送設

備のプロセスデータ伝送サーバ，放射線

管理用計算機，環境中継サーバ，総合防

災盤，所外通信連絡設備の統合原子力防

災ネットワーク IP 電話，統合原子力防

災ネットワーク IP-FAX，統合原子力防災

ネットワーク TV 会議システム，一般加

入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，

 

 

 

代替通信連絡設備の統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防

災ネットワークＴＶ会議システム及びデ

ータ伝送設備は，所外通信連絡設備の一

般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電

話及びファクシミリと共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，「リ．（４）（ⅸ）（ｇ） 緊

急時対策建屋電源設備」の緊急時対策所

の一部である緊急時対策建屋用発電機か

らの給電により使用することで，電気設

備に対して多様性を有する設計とする。

また，有線回線又は衛星回線による通信

方式の多様性を確保した構成の通信回線

に接続することで，所外通信連絡設備の

一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯

電話及びファクシミリに対して通信方式

の多様性を有する設計とする。④-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替通信連絡設備の代替通話系統は，

所内通信連絡設備のページング装置及び

所内携帯電話と共通要因によって同時に

その機能が損なわれるおそれがないよ

う，所内通信連絡設備のページング装置

及び所内携帯電話と異なる系統構成で使

用することで，所内通信連絡設備のペー

ジング装置及び所内携帯電話に対して，

独立性を有する設計とする。④-2 

 

所内通信連絡設備のページング装置，

所内携帯電話，専用回線電話，一般加入

電話，ファクシミリ，所内データ伝送設

備のプロセスデータ伝送サーバ，放射線

管理用計算機，環境中継サーバ，総合防

災盤，所外通信連絡設備の一般加入電

話，一般携帯電話，衛星携帯電話，ファ

クシミリ及び所外データ伝送設備のデー

タ伝送設備は，自然現象，人為事象，溢

水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生

 (１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18(１)ａ．

多様性，位置的分散」に示す。◇1  

代替通信連絡設備の統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防

災ネットワークＴＶ会議システム及びデ

ータ伝送設備は，所外通信連絡設備の一

般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電

話及びファクシミリと共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，「9.16.2.3 主要設備の仕様」

の緊急時対策所の一部である緊急時対策

建屋用発電機からの給電により使用する

ことで，電気設備に対して多様性を有す

る設計とする。また，有線回線又は衛星

回線による通信方式の多様性を確保した

構成の通信回線に接続することで，所外

通信連絡設備の一般加入電話，一般携帯

電話，衛星携帯電話及びファクシミリに

対して通信方式の多様性を有する設計と

する。 ◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替通信連絡設備の代替通話系統は，

所内通信連絡設備のページング装置及び

所内携帯電話と共通要因によって同時に

その機能が損なわれるおそれがないよ

う，所内通信連絡設備のページング装置

及び所内携帯電話と異なる系統構成で使

用することで，所内通信連絡設備のペー

ジング装置及び所内携帯電話に対して，

独立性を有する設計とする。 ◇1  

 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる所内通信連絡設備のページ

ング装置，所内携帯電話，専用回線電

話，一般加入電話，ファクシミリ，所内

データ伝送設備のプロセスデータ伝送サ

ーバ，放射線管理用計算機，環境中継サ

ーバ，総合防災盤，所外通信連絡設備の

一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯

電話，ファクシミリ及び所外データ伝送

設備のデータ伝送設備は，地震等により

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業指定基準規則第 33 条

重大事故等対処設備の設計

方針を各設備条文に展開

し，記載していることから

当社特有の記載としてい

る。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

対象を明確にした。 

【許可からの変更点】 

対象を明確にした。 
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ファクシミリ及び所外データ伝送設備の

データ伝送設備は，自然現象，人為事

象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内

部発生飛散物に対して代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障の

ない期間で修理の対応を行うことによ

り，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。代替設備により

必要な機能を確保すること，安全上支障

のない期間で修理の対応を行うことにつ

いては，保安規定に定めて，管理する。

④-3,⑦-1 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，共通要因によって所内通信連

絡設備のページング装置，所内携帯電

話，専用回線電話，一般加入電話，ファ

クシミリ，所内データ伝送設備のプロセ

スデータ伝送サーバ，放射線管理用計算

機，環境中継サーバ，総合防災盤，所外

通信連絡設備の統合原子力防災ネットワ

ーク IP 電話，統合原子力防災ネットワ

ーク IP-FAX，統合原子力防災ネットワー

ク TV 会議システム，一般加入電話，一

般携帯電話，衛星携帯電話，ファクシミ

リ及び所外データ伝送設備のデータ伝送

設備と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，電気設備の制御建屋可搬

型発電機並びに使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電機，緊急時対策

所の緊急時対策建屋用発電機，充電池又

は乾電池からの給電により使用すること

で，電気設備に対して多様性を有する設

計とする。 

また，代替通信連絡設備の可搬型通話

装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬

型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星

電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ

（屋外用）は，共通要因によって所内通

信連絡設備のページング装置，所内携帯

電話，専用回線電話，一般加入電話，フ

ァクシミリ，所内データ伝送設備のプロ

セスデータ伝送サーバ，放射線管理用計

算機，環境中継サーバ，総合防災盤，所

外通信連絡設備の統合原子力防災ネット

ワーク IP 電話，統合原子力防災ネット

ワーク IP-FAX，統合原子力防災ネットワ

ーク TV 会議システム，一般加入電話，

飛散物に対して代替設備による機能の確

保により重大事故等に対処するための機

能を損なわない設計とする。④-3,⑦-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，所内通信連絡設備のページン

グ装置，所内携帯電話，専用回線電話，

一般加入電話，ファクシミリ，所内デー

タ伝送設備のプロセスデータ伝送サー

バ，放射線管理用計算機，環境中継サー

バ，総合防災盤，所外通信連絡設備の一

般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電

話，ファクシミリ及び所外データ伝送設

備のデータ伝送設備と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，「リ．（１）（ⅰ）（ｂ）

（ロ）１） 代替電源設備」の電気設備

の一部である制御建屋可搬型発電機並び

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

可搬型発電機，「リ．（４）（ⅸ）

（ｇ） 緊急時対策建屋電源設備」の緊

急時対策所の一部である緊急時対策建屋

用発電機，充電池又は乾電池からの給電

により使用することで，電気設備に対し

て多様性を有する設計とする。また，有

線回線，無線回線又は衛星回線による通

信方式の多様性を確保した構成の通信回

線に接続することで，所内通信連絡設備

のページング装置，所内携帯電話，専用

回線電話，一般加入電話及びファクシミ

リ及び所内データ伝送設備のデータ伝送

設備に対して通信方式の多様性を有する

設計とする。④-4 

 

 

 

 

 

 

機能が損なわれる場合，代替設備による

機能の確保により機能を維持する設計と

する。 ◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，所内通信連絡設備のページン

グ装置，所内携帯電話，専用回線電話，

一般加入電話，ファクシミリ，所内デー

タ伝送設備のプロセスデータ伝送サー

バ，放射線管理用計算機，環境中継サー

バ，総合防災盤，所外通信連絡設備の一

般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電

話，ファクシミリ及び所外データ伝送設

備のデータ伝送設備と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，「9.2.2.3 主要設備の仕様」の

電気設備の一部である制御建屋可搬型発

電機並びに使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設可搬型発電機，「9.16.2.3 主

要設備の仕様」の緊急時対策所の一部で

ある緊急時対策建屋用発電機，充電池又

は乾電池からの給電により使用すること

で，電気設備に対して多様性を有する設

計とする。 ◇1  

また，有線回線，無線回線又は衛星回

線による通信方式の多様性を確保した構

成の通信回線に接続することで，所内通

信連絡設備のページング装置，所内携帯

電話，専用回線電話，一般加入電話及び

ファクシミリ及び所内データ伝送設備の

データ伝送設備に対して通信方式の多様

性を有する設計とする。 ◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業指定基準規則第 33 条

重大事故等対処設備の設計

方針を各設備条文に展開

し，記載していることから

当社特有の記載としてい

る。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

【許可からの変更点】 

対象を明確にした。 
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一般携帯電話，衛星携帯電話，ファクシ

ミリ及び所外データ伝送設備のデータ伝

送設備と同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，有線回線，無線回線又

は衛星回線による通信方式の多様性を確

保した構成の通信回線に接続すること

で，所内通信連絡設備のページング装

置，所内携帯電話，専用回線電話，一般

加入電話，ファクシミリ，所内データ伝

送設備のプロセスデータ伝送サーバ，放

射線管理用計算機，環境中継サーバ，総

合防災盤，所外通信連絡設備の統合原子

力防災ネットワーク IP 電話，統合原子

力防災ネットワーク IP-FAX，統合原子力

防災ネットワーク TV 会議システム，一

般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電

話，ファクシミリ及び所外データ伝送設

備のデータ伝送設備に対して通信方式の

多様性を有する設計とする。④-4 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，共通要因によって所内通信連

絡設備のページング装置，所内携帯電

話，専用回線電話，一般加入電話，ファ

クシミリ，所内データ伝送設備のプロセ

スデータ伝送サーバ，放射線管理用計算

機，環境中継サーバ，総合防災盤，所外

通信連絡設備の統合原子力防災ネットワ

ーク IP 電話，統合原子力防災ネットワ

ーク IP-FAX，統合原子力防災ネットワー

ク TV 会議システム，一般加入電話，一

般携帯電話，衛星携帯電話，ファクシミ

リ及び所外データ伝送設備のデータ伝送

設備と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないように，所内通信連絡設備のペ

ージング装置，所内携帯電話，専用回線

電話，一般加入電話，ファクシミリ，所

内データ伝送設備のプロセスデータ伝送

サーバ，放射線管理用計算機，環境中継

サーバ，総合防災盤，所外通信連絡設備

の統合原子力防災ネットワーク IP 電

話，統合原子力防災ネットワーク IP-

FAX，統合原子力防災ネットワーク TV 会

議システム，一般加入電話，一般携帯電

話，衛星携帯電話，ファクシミリ及び所

外データ伝送設備のデータ伝送設備が設

置される建屋から 100ｍ以上の離隔距離

を確保した外部保管エリアに保管すると

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，所内通信連絡設備のページン

グ装置，所内携帯電話，専用回線電話，

一般加入電話，ファクシミリ，所内デー

タ伝送設備のプロセスデータ伝送サー

バ，放射線管理用計算機，環境中継サー

バ，総合防災盤，所外通信連絡設備の統

合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統

合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡ

Ｘ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会

議システム，一般加入電話，一般携帯電

話，衛星携帯電話，ファクシミリ及び所

外データ伝送設備のデータ伝送設備と共

通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないように，所内通信連絡

設備のページング装置，所内携帯電話，

専用回線電話，一般加入電話，ファクシ

ミリ，所内データ伝送設備のプロセスデ

ータ伝送サーバ，放射線管理用計算機，

環境中継サーバ，総合防災盤，所外通信

連絡設備の統合原子力防災ネットワーク

ＩＰ電話，統合原子力防災ネットワーク

ＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワ

ークＴＶ会議システム，一般加入電話，

一般携帯電話，衛星携帯電話，ファクシ

ミリ及び所外データ伝送設備のデータ伝

送設備が設置される建屋から 100ｍ以上

の離隔距離を確保した外部保管エリアに

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，所内通信連絡設備のページン

グ装置，所内携帯電話，専用回線電話，

一般加入電話，ファクシミリ，所内デー

タ伝送設備のプロセスデータ伝送サー

バ，放射線管理用計算機，環境中継サー

バ，総合防災盤，所外通信連絡設備の統

合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統

合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡ

Ｘ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会

議システム，一般加入電話，一般携帯電

話，衛星携帯電話，ファクシミリ及び所

外データ伝送設備のデータ伝送設備と共

通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないように，所内通信連絡

設備のページング装置，所内携帯電話，

専用回線電話，一般加入電話，ファクシ

ミリ，所内データ伝送設備のプロセスデ

ータ伝送サーバ，放射線管理用計算機，

環境中継サーバ，総合防災盤，所外通信

連絡設備の統合原子力防災ネットワーク

ＩＰ電話，統合原子力防災ネットワーク

ＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワ

ークＴＶ会議システム，一般加入電話，

一般携帯電話，衛星携帯電話，ファクシ

ミリ及び所外データ伝送設備のデータ伝

送設備が設置される建屋から 100ｍ以上

の離隔距離を確保した外部保管エリアに

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業指定基準規則第 33 条

重大事故等対処設備の設計

方針を各設備条文に展開

し，記載していることから

当社特有の記載としてい

る。 

【許可からの変更点】 

対象を明確にした。 
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ともに，前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋及び

緊急時対策建屋にも保管することで位置

的分散を図る設計とする。④-5 

前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，

高レベル廃液ガラス固化建屋，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋及び

緊急時対策建屋内に保管する場合は所

内通信連絡設備のページング装置，所

内携帯電話，専用回線電話，一般加入

電話，ファクシミリ，所内データ伝送

設備のプロセスデータ伝送サーバ，放

射線管理用計算機，環境中継サーバ，

総合防災盤，所外通信連絡設備の統合

原子力防災ネットワーク IP 電話，統合

原子力防災ネットワーク IP-FAX，統合

原子力防災ネットワーク TV 会議システ

ム，一般加入電話，一般携帯電話，衛

星携帯電話，ファクシミリ及び所外デ

ータ伝送設備のデータ伝送設備が設置

される場所と異なる場所に保管するこ

とで位置的分散を図る。④-6 

 

代替通信連絡設備の代替通話系統は，

重大事故等発生前（通常時）の分離され

た状態から可搬型通話装置の接続により

重大事故等対処設備としての系統構成と

することにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。⑤-3 

 

代替通信連絡設備の統合原子力防災ネ

ットワーク IP 電話，統合原子力防災ネ

ットワーク IP-FAX，統合原子力防災ネッ

トワーク TV 会議システム及びデータ伝

送設備は，安全機能を有する施設として

使用する場合と同じ系統構成で重大事故

等対処設備として使用することにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。⑤-4 

 

 

 

 

代替通信連絡設備の代替通話系統は，

再処理事業所内の通信連絡をする必要の

ある箇所と通信連絡を行うために必要な

系統として 5つの建屋に 2系統ずつを有

する設計とする。⑥-2,33 

保管するとともに，前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御

建屋及び緊急時対策建屋にも保管するこ

とで位置的分散を図る。④-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替通信連絡設備の代替通話系統は，

重大事故等発生前（通常時）の分離され

た状態から可搬型通話装置の接続により

重大事故等対処設備としての系統構成と

することにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。⑤-3 

 

代替通信連絡設備の統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防

災ネットワークＴＶ会議システム及びデ

ータ伝送設備は，安全機能を有する施設

として使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。⑤-4 

 

 

 

 

代替通信連絡設備の代替通話系統は，

再処理事業所内の通信連絡をする必要の

ある箇所と通信連絡を行うために必要な

系統として２系統を有する設計とする。

⑥-2 

保管するとともに，前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御

建屋及び緊急時対策建屋にも保管するこ

とで位置的分散を図る。◇1 前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス

固化建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋，制御建屋及び緊急時対策建屋内に保

管する場合は所内通信連絡設備のページ

ング装置，所内携帯電話等が設置される

場所と異なる場所に保管することで位置

的分散を図る。④-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18(１)

ｂ． 悪影響防止」に示す。 ◇1  

代替通信連絡設備の代替通話系統は，

重大事故等発生前（通常時）の分離され

た状態から可搬型通話装置の接続により

重大事故等対処設備としての系統構成と

することにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 ◇1  

 

代替通信連絡設備の統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防

災ネットワークＴＶ会議システム及びデ

ータ伝送設備は，安全機能を有する施設

として使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 ◇1  

 

(３) 個数・容量 

基本方針については，「1.7.18(２) 

個数及び容量」に示す。 ◇1  

代替通信連絡設備の代替通話系統は，

再処理事業所内の通信連絡をする必要の

ある箇所と通信連絡を行うために必要な

系統として２系統を有する設計とする。 

◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-33（P21 から） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業指定基準規則第 33 条

重大事故等対処設備の設計

方針を各設備条文に展開

し，記載していることから

当社特有の記載としてい

る。 

【許可からの変更点】 

代替通話系統の系統数に

ついて，5つの建屋に 2

系統ずつ設置するため，

数量を明確にした。 

【「等」の解説】 

「所内通信連絡設備のペ

ージング装置，所内携帯

電話等」について，対象

を明確にした。 
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所内通信連絡設備のページング装置，

所内携帯電話，専用回線電話，一般加入

電話及びファクシミリは，再処理事業所

内の通信連絡をする必要のある箇所と通

信連絡を行うために必要な回線を所内通

信連絡設備として 2回線以上有する設計

とする。⑥-3,16,17,18,19,20 

 

所外通信連絡設備の統合原子力防災ネ

ットワーク IP 電話，統合原子力防災ネ

ットワーク IP-FAX，統合原子力防災ネッ

トワーク TV 会議システム，一般加入電

話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びフ

ァクシミリは，再処理事業所外の通信連

絡をする必要のある箇所と通信連絡を行

うために必要な回線を所外通信連絡設備

として 2回線以上有する設計とする。⑥

-4,25,26,27,28,29,30,31 

 

所内データ伝送設備のプロセスデータ

伝送サーバ，放射線管理用計算機，環境

中継サーバ，総合防災盤，所外データ伝

送設備のデータ伝送設備及び代替通信連

絡設備のデータ伝送設備は，計測等を行

ったパラメータを再処理事業所内外の必

要な場所に必要なデータ量を伝送できる

設計とするとともに，必要な個数として

それぞれ 1台を有する設計とする。⑥-

5,21,22,23,24,32,37 

 

MOX 燃料加工施設と共用する代替通信

連絡設備の統合原子力防災ネットワーク

IP 電話，統合原子力防災ネットワーク

IP-FAX 及び統合原子力防災ネットワーク

TV 会議システムは，同一の端末を使用す

る設計とするため，再処理事業所外等の

通信連絡をする必要のある箇所と通信連

絡をするために必要な回線として 1回線

以上を有する設計とする。⑤-5,⑥-

6,34,35,36 

 

 

再処理事業所内の通信連絡に用いる代

替通信連絡設備の可搬型通話装置の保有

数は，必要数として 120 台，予備として

故障時のバックアップを 120 台の合計

240 台以上を確保する設計とする。⑥-

7,38 

 

 

 

所内通信連絡設備のページング装置，

所内携帯電話，専用回線電話，一般加入

電話及びファクシミリは，再処理事業所

内の通信連絡をする必要のある箇所と通

信連絡を行うために必要な回線を所内通

信連絡設備として２回線以上有する設計

とする。⑥-3 

 

所外通信連絡設備の統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防

災ネットワークＴＶ会議システム，一般

加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話

及びファクシミリは，再処理事業所外の

通信連絡をする必要のある箇所と通信連

絡を行うために必要な回線を所外通信連

絡設備として２回線以上有する設計とす

る。⑥-4 

 

所内データ伝送設備のプロセスデータ

伝送サーバ，放射線管理用計算機，環境

中継サーバ，総合防災盤，所外データ伝

送設備のデータ伝送設備及び代替通信連

絡設備のデータ伝送設備は，計測等を行

ったパラメータを再処理事業所内外の必

要な場所に必要なデータ量を伝送できる

設計とするとともに，必要な個数として

それぞれ１台を有する設計とする。⑥-5 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する代替通

信連絡設備の統合原子力防災ネットワー

クＩＰ電話，統合原子力防災ネットワー

クＩＰ－ＦＡＸ及び統合原子力防災ネッ

トワークＴＶ会議システムは，同一の端

末を使用する設計とするため，再処理事

業所外等の通信連絡をする必要のある箇

所と通信連絡をするために必要な回線と

して１回線以上を有する設計とする。⑤

-5,⑥-6 

 

 

再処理事業所内の通信連絡に用いる代

替通信連絡設備の可搬型通話装置の保有

数は，必要数として 120 台，予備として

故障時のバックアップを 120 台の合計

240 台以上を確保する。⑥-7 

 

 

 

 

所内通信連絡設備のページング装置，

所内携帯電話，専用回線電話，一般加入

電話及びファクシミリは，再処理事業所

内の通信連絡をする必要のある箇所と通

信連絡を行うために必要な回線を所内通

信連絡設備として２回線以上有する設計

とする。 ◇1  

 

所外通信連絡設備の統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防

災ネットワークＴＶ会議システム，一般

加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話

及びファクシミリは，再処理事業所外の

通信連絡をする必要のある箇所と通信連

絡を行うために必要な回線を所外通信連

絡設備として２回線以上有する設計とす

る。 ◇1  

 

所内データ伝送設備のプロセスデータ

伝送サーバ，放射線管理用計算機，環境

中継サーバ，総合防災盤，所外データ伝

送設備のデータ伝送設備及び代替通信連

絡設備のデータ伝送設備は，計測等を行

ったパラメータを再処理事業所内外の必

要な場所に必要なデータ量を伝送できる

設計とするとともに，必要な個数として

それぞれ１台を有する設計とする。 ◇1  

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する代替通

信連絡設備の統合原子力防災ネットワー

クＩＰ電話，統合原子力防災ネットワー

クＩＰ－ＦＡＸ及び統合原子力防災ネッ

トワークＴＶ会議システムは，同一の端

末を使用する設計とするため，再処理事

業所外等の通信連絡をする必要のある箇

所と通信連絡をするために必要な回線と

して１回線以上を有する設計とする。 

◇1  

 

 

再処理事業所内の通信連絡に用いる代

替通信連絡設備の可搬型通話装置の保有

数は，必要数として 120 台，予備として

故障時のバックアップを 120 台の合計

240 台以上を確保する。 ◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-16（P20 から） 

⑥-17（P20 から） 

⑥-18（P20 から） 

⑥-19（P20 から） 

⑥-20（P20 から） 

 

 

 

 

 

 

⑥-25（P20 から） 

⑥-26（P20 から） 

⑥-27（P20 から） 

⑥-28（P20 から） 

⑥-29（P20 から） 

⑥-30（P20 から） 

⑥-31（P20 から） 

 

 

 

 

⑥-21（P20 から） 

⑥-22（P20 から） 

⑥-23（P20 から） 

⑥-24（P20 から） 

⑥-32（P20 から） 

⑥-37（P21 から） 

 

 

 

 

 

⑥-34（P21 から） 

⑥-35（P21 から） 

⑥-36（P21 から） 

 

 

 

 

⑥-38（P21 から） 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業指定基準規則第 33 条

重大事故等対処設備の設計

方針を各設備条文に展開

し，記載していることから

当社特有の記載としてい

る。 

【「等」の解説 】 

「再処理事業所外等」の

指す内容は国，地方公共

団体などであり，添付書

類の説明書で示すため，

当該箇所では許可の記載

を用いた。 
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再処理事業所内の通信連絡に用いる代

替通信連絡設備の可搬型衛星電話（屋内

用）の保有数は，必要数として 7台，予

備として故障時のバックアップを 7台の

合計 14 台以上を確保する設計とする。

⑥-8,12,39 

 

 

MOX 燃料加工施設と共用する再処理事

業所内の通信連絡に用いる代替通信連絡

設備の可搬型衛星電話（屋内用）の保有

数は，必要数として 6台，予備として故

障時のバックアップを 6台の合計 12 台

以上を確保する設計とする。⑤-1,⑥-

8,12,39 

 

再処理事業所内の通信連絡に用いる代

替通信連絡設備の可搬型トランシーバ

（屋内用）の保有数は，必要数として 8

台，予備として故障時のバックアップを

8台の合計 16 台以上を確保する設計とす

る。⑥-9,40 

 

再処理事業所内の通信連絡に用いる代

替通信連絡設備の可搬型衛星電話（屋外

用）の保有数は，必要数として 11 台，

予備として故障時のバックアップを 11

台の合計 22 台以上を確保する設計とす

る。⑤-1,⑥-10,12,41 

 

MOX 燃料加工施設と共用する再処理事

業所内の通信連絡に用いる代替通信連絡

設備の可搬型衛星電話（屋外用）の保有

数は，必要数として 18 台，予備として

故障時のバックアップを 18 台の合計 36

台以上を確保する設計とする。⑤-1,⑥-

10,12,41 

 

再処理事業所内の通信連絡に用いる代

替通信連絡設備の可搬型トランシーバ

（屋外用）の保有数は，必要数として 39

台，予備として故障時のバックアップを

39 台の合計 78 台以上を確保する設計と

する。⑥-11,42 

 

MOX 燃料加工施設と共用する再処理事

業所外への通信連絡に用いる代替通信連

絡設備の可搬型衛星電話（屋内用）の保

有数は，必要数として 3台，予備として

故障時のバックアップを 3台の合計 6台

以上を確保する設計とする。⑤-6,⑥-

再処理事業所内の通信連絡に用いる代

替通信連絡設備の可搬型衛星電話（屋内

用）の保有数は，必要数として 13 台，

予備として故障時のバックアップを 13

台の合計 26 台以上を確保する。⑥-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理事業所内の通信連絡に用いる代

替通信連絡設備の可搬型トランシーバ

（屋内用）の保有数は，必要数として８

台，予備として故障時のバックアップを

８台の合計 16 台以上を確保する。⑥-9 

 

 

再処理事業所内の通信連絡に用いる代

替通信連絡設備の可搬型衛星電話（屋外

用）の保有数は，必要数として 29 台，

予備として故障時のバックアップを 29

台の合計 58 台以上を確保する。⑥-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理事業所内の通信連絡に用いる代

替通信連絡設備の可搬型トランシーバ

（屋外用）の保有数は，必要数として

39 台，予備として故障時のバックアッ

プを 39 台の合計 78 台以上を確保する。

⑥-11 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する再処理

事業所外への通信連絡に用いる代替通信

連絡設備の可搬型衛星電話（屋内用）の

保有数は，必要数として３台，予備とし

て故障時のバックアップを３台の合計６

台以上を確保する。⑤-6,⑥-13 

再処理事業所内の通信連絡に用いる代

替通信連絡設備の可搬型衛星電話（屋内

用）の保有数は，必要数として 13 台，

予備として故障時のバックアップを 13

台の合計 26 台以上を確保する。 ◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理事業所内の通信連絡に用いる代

替通信連絡設備の可搬型トランシーバ

（屋内用）の保有数は，必要数として８

台，予備として故障時のバックアップを

８台の合計 16 台以上を確保する。 ◇1  

 

 

再処理事業所内の通信連絡に用いる代

替通信連絡設備の可搬型衛星電話（屋外

用）の保有数は，必要数として 29 台，

予備として故障時のバックアップを 29

台の合計 58 台以上を確保する。 ◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理事業所内の通信連絡に用いる代

替通信連絡設備の可搬型トランシーバ

（屋外用）の保有数は，必要数として

39 台，予備として故障時のバックアッ

プを 39 台の合計 78 台以上を確保する。 

◇1  

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する再処理

事業所外への通信連絡に用いる代替通信

連絡設備の可搬型衛星電話（屋内用）の

保有数は，必要数として３台，予備とし

て故障時のバックアップを３台の合計６

台以上を確保する。 ◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-12（P2 から） 

⑥-39（P21 から） 

 

 

 

 

 

⑤-1（P2 から） 

⑥-12（P2 から） 

⑥-39（P21 から） 

 

 

 

 

 

 

⑥-40（P21 から） 

 

 

 

 

 

 

⑤-1（P2 から） 

⑥-12（P2 から） 

⑥-41（P21 から） 

 

 

 

 

⑤-1（P2 から） 

⑥-12（P2 から） 

⑥-41（P21 から） 

 

 

 

 

 

⑥-42（P21 から） 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

代替通信連絡設備の共有

有無で区別し，個数を明

確にした。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時

に事業指定基準規則第 33

条重大事故等対処設備の

設計方針を各設備条文に

展開し，記載しているこ

とから当社特有の記載と

している。 

【許可からの変更点】 

共用する代替通信連絡設備に

ついて対象及び個数を明確に

した。 

【許可からの変更点】 

共用する代替通信連絡設

備について対象及び個数

を明確にした。 

【許可からの変更点】 

代替通信連絡設備の共有

有無で区別し，個数を明

確にした。 
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13,39 

MOX 燃料加工施設と共用する再処理事

業所外への通信連絡に用いる代替通信連

絡設備の可搬型衛星電話（屋外用）の保

有数は，必要数として 1台，予備として

故障時のバックアップを 1台の合計 2台

以上を確保する設計とする。⑤-7,⑥-

14,41 

 

代替通信連絡設備の可搬型衛星電話

（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外

用）は，再処理施設及び MOX 燃料加工施

設における重大事故等への対処の際，同

一の端末を使用する設計とする。⑤-8,

⑥-15 

 

 

代替通信連絡設備の代替通話系統，統

合原子力防災ネットワーク IP 電話，統

合原子力防災ネットワーク IP-FAX，統合

原子力防災ネットワーク TV 会議システ

ム及びデータ伝送設備は，第 1章 共通

項目の「9.2 重大事故等対処設備」の

「9.2.7 地震を要因とする重大事故等

に対する施設の耐震設計」に基づく設計

とすることで重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。⑦-2 

 

所内通信連絡設備の専用回線電話，一

般加入電話，ファクシミリ，所内データ

伝送設備のプロセスデータ伝送サーバ，

放射線管理用計算機，環境中継サーバ，

総合防災盤，所外通信連絡設備の統合原

子力防災ネットワーク IP 電話，統合原

子力防災ネットワーク IP-FAX，統合原子

力防災ネットワーク TV 会議システム，

一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯

電話，ファクシミリ，所外データ伝送設

備のデータ伝送設備，代替通信連絡設備

の代替通話系統，統合原子力防災ネット

ワーク IP 電話，統合原子力防災ネット

ワーク IP-FAX，統合原子力防災ネットワ

ーク TV 会議システム及びデータ伝送設

備は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋及び

緊急時対策建屋に設置し，風（台風）等

により重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。⑦-3 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する再処理

事業所外への通信連絡に用いる代替通信

連絡設備の可搬型衛星電話（屋外用）の

保有数は，必要数として１台，予備とし

て故障時のバックアップを１台の合計２

台以上を確保する。⑤-7,⑥-14 

 

 

代替通信連絡設備の可搬型衛星電話

（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外

用）は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工

施設における重大事故等対処の際，同一

の端末を使用する設計とする。⑤-8,⑥-

15 

 

 

代替通信連絡設備の代替通話系統，統

合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統

合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡ

Ｘ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会

議システム及びデータ伝送設備は，

「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることでその機能

を損なわない設計とする。⑦-2 

 

 

所内通信連絡設備の専用回線電話，一

般加入電話，ファクシミリ，所内データ

伝送設備のプロセスデータ伝送サーバ，

放射線管理用計算機，環境中継サーバ，

総合防災盤，代替通信連絡設備の代替通

話系統，統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ電話，統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワー

クＴＶ会議システム及びデータ伝送設備

は，外部からの衝撃による損傷を防止で

きる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高

レベル廃液ガラス固化建屋，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋，制御建屋及び緊急時

対策建屋に設置し，風（台風）等により

機能を損なわない設計とする。⑦-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する再処理

事業所外への通信連絡に用いる代替通信

連絡設備の可搬型衛星電話（屋外用）の

保有数は，必要数として１台，予備とし

て故障時のバックアップを１台の合計２

台以上を確保する。 ◇1  

 

代替通信連絡設備の可搬型衛星電話

（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外

用）は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工

施設における重大事故等対処の際，同一

の端末を使用する設計とする。 ◇1  

 

 (４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18(３)ａ． 

環境条件」に示す。 ◇1  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替通信連絡設備の代替通話系

統，統合原子力防災ネットワークＩＰ電

話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－

ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴ

Ｖ会議システム及びデータ伝送設備は，

「1.7.18(５) 地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく

設計とすることでその機能を損なわない

設計とする。 ◇1  

 

所内通信連絡設備の専用回線電話，一

般加入電話，ファクシミリ，所内データ

伝送設備のプロセスデータ伝送サーバ，

放射線管理用計算機，環境中継サーバ，

総合防災盤，代替通信連絡設備の代替通

話系統，統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ電話，統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワー

クＴＶ会議システム及びデータ伝送設備

は，外部からの衝撃による損傷を防止で

きる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高

レベル廃液ガラス固化建屋，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋，制御建屋及び緊急時

対策建屋に設置し，風（台風）等により

機能を損なわない設計とする。 ◇1  

 

 

 

 

 

 

 

⑥-39（P21 から） 

 

 

 

 

 

⑥-41（P21 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説 】 

「風（台風）等」とは建

屋により損傷を防止する

自然現象の総称として示

した記載であることから

許可の記載を用いた。

（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業指定基準規則第 33 条

重大事故等対処設備の設計

方針を各設備条文に展開

し，記載していることから

当社特有の記載としてい

る。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

【許可からの変更点】 

対象を明確にした。 
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代替通信連絡設備の統合原子力防災ネ

ットワーク IP 電話，統合原子力防災ネ

ットワーク IP-FAX，統合原子力防災ネッ

トワーク TV 会議システム及びデータ伝

送設備は，溢水量を考慮し，影響を受け

ない高さへの設置，被水防護する設計と

する。⑦-4 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，緊

急時対策建屋，第 1保管庫・貯水所及び

第 2保管庫・貯水所に保管し，風（台

風）等により重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。⑦-5 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，第 1章 共通項目の「9.2 

重大事故等対処設備」の「9.2.7 地震

を要因とする重大事故等に対する施設の

耐震設計」に基づく設計とすることで重

大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。⑦-6 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替通信連絡設備の統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防

災ネットワークＴＶ会議システム及びデ

ータ伝送設備は，溢水量を考慮し，影響

を受けない高さへの設置及び被水防護す

る設計とする。⑦-4 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，緊

急時対策建屋，第１保管庫・貯水所及び

第２保管庫・貯水所に保管し，風（台

風）等により機能を損なわない設計とす

る。⑦-5 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 地

震を要因とする重大事故等に対する施設

の耐震設計」に基づく設計とすることで

その機能を損なわない設計とする。⑦-6 

 

 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる所内通信連絡設備の専用回

線電話，一般加入電話，ファクシミリ，

所内データ伝送設備のプロセスデータ伝

送サーバ，放射線管理用計算機，環境中

継サーバ，総合防災盤，所外通信連絡設

備の一般加入電話，一般携帯電話，衛星

携帯電話，ファクシミリ及び所外データ

伝送設備のデータ伝送設備は，地震等に

より機能が損なわれる場合，代替設備に

よる機能の確保により機能を維持する設

計とする。 ◇1  

 

代替通信連絡設備の統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防

災ネットワークＴＶ会議システム及びデ

ータ伝送設備は，溢水量を考慮し，影響

を受けない高さへの設置及び被水防護す

る設計とする。 ◇1  

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，緊

急時対策建屋，第１保管庫・貯水所及び

第２保管庫・貯水所に保管し，風（台

風）等により機能を損なわない設計とす

る。 ◇1  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替通信連絡設備の可搬型通話

装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬

型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星

電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ

（屋外用）は，「1.7.18(５) 地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐震

設計」に基づく設計とすることでその機

能を損なわない設計とする。 ◇1  

 

 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業指定基準規則第 33 条

重大事故等対処設備の設計

方針を各設備条文に展開

し，記載していることから

当社特有の記載としてい

る。 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。 
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外用）は，溢水量及び化学薬品の漏えい

量を考慮し，影響を受けない高さへの保

管，被水防護，被液防護する設計とす

る。⑦-7 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，内部発生飛散物の影響を考慮

し，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高

レベル廃液ガラス固化建屋，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，緊急時対

策建屋，第 1保管庫・貯水所及び第 2保

管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を

受けない場所に保管することにより，重

大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。⑦-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置

は，想定される重大事故等が発生した場

合においても設置及び常設設備との接続

に支障がないように，線量率の高くなる

おそれの少ない場所を選定することで，

当該設備の設置及び常設設備との接続が

可能な設計とする。⑦-9 

 

 

 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置と

代替通話系統との接続は，コネクタ接続

に統一することにより，速やかに，容易

かつ確実に現場での接続が可能な設計と

する。⑧-1 

 

代替通信連絡設備の可搬型衛星電話

（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋

内用）における機器同士の接続は，コネ

クタ接続に統一することにより，速やか

に，容易かつ確実に現場での接続が可能

な設計とする。⑧-2 

外用）は，溢水量及び化学薬品の漏えい

量を考慮し，影響を受けない高さへの保

管，被水防護及び被液防護する設計とす

る。⑦-7 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，内部発生飛散物の影響を考慮

し，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高

レベル廃液ガラス固化建屋，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，緊急時対

策建屋，第１保管庫・貯水所及び第２保

管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を

受けない場所に保管することにより，機

能を損なわない設計とする。⑦-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置

は，想定される重大事故等が発生した場

合においても設置及び常設設備との接続

に支障がないように，線量率の高くなる

おそれの少ない場所を選定することで，

当該設備の設置及び常設設備との接続が

可能な設計とする。⑦-9 

 

 

 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置と

代替通話系統との接続は，コネクタ接続

に統一することにより，速やかに，容

易，かつ，確実に現場での接続が可能な

設計とする。⑧-1 

 

代替通信連絡設備の可搬型衛星電話

（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋

内用）における機器同士の接続は，コネ

クタ接続に統一することにより，速やか

に，容易，かつ，確実に現場での接続が

可能な設計とする。⑧-2 

外用）は，溢水量及び化学薬品の漏えい

量を考慮し，影響を受けない高さへの保

管，被水防護及び被液防護する設計とす

る。 ◇1  

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，内部発生飛散物の影響を考慮

し，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高

レベル廃液ガラス固化建屋，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，緊急時対

策建屋，第１保管庫・貯水所及び第２保

管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を

受けない場所に保管することにより，機

能を損なわない設計する。 ◇1  

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，火山の影響（降下火砕物によ

る積載荷重）に対して除灰する手順を整

備する。 ◇2  

 

 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置

は，想定される重大事故等が発生した場

合においても設置及び常設設備との接続

に支障がないように，線量率の高くなる

おそれの少ない場所を選定することで，

当該設備の設置及び常設設備との接続が

可能な設計とする。 ◇1  

 

 (５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18(４)ａ． 

操作性の確保」に示す。 ◇1  

代替通信連絡設備の可搬型通話装置と

代替通話系統との接続は，コネクタ接続

に統一することにより，速やかに，容

易，かつ，確実に現場での接続が可能な

設計とする。 ◇1  

 

代替通信連絡設備の可搬型衛星電話

（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋

内用）における機器同士の接続は，コネ

クタ接続に統一することにより，速やか

に，容易，かつ，確実に現場での接続が

可能な設計とする。 ◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社は，事業変更許可時に

事業指定基準規則第 33 条

重大事故等対処設備の設計

方針を各設備条文に展開

し，記載していることから

当社特有の記載としてい

る。 
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通信連絡設備及び代替通信連絡設備の

一覧を以下に示す。  

 

(ａ) 所内通信連絡設備 

ページング装置（警報装置を含む。） 

（廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施

設と共用）１式 ⑥-16 

所内携帯電話 

（廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施

設と共用）１式 ⑥-17 

専用回線電話             

１式 ⑥-18 

一般加入電話             

１式 ⑥-19 

ファクシミリ             

１式 ⑥-20 

(ｂ) 所内データ伝送設備 

プロセスデータ伝送サーバ       

１式 ⑥-21 

放射線管理用計算機          

１式 ⑥-22 

環境中継サーバ            

１式 ⑥-23 

総合防災盤              

１式 ⑥-24 

 

(ｃ) 所外通信連絡設備 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）     

１式 ⑥-25 

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡ

Ｘ 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）     

１式 ⑥-26 

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議シ

ステム 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）     

１式 ⑥-27 

一般加入電話（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）   １式 ⑥-28 

一般携帯電話（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）   １式 ⑥-29 

衛星携帯電話（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）   １式 ⑥-30 

ファクシミリ（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）   １式 ⑥-31 

 

(ｄ) 所外データ伝送設備 

データ伝送設備            

１式 ⑥-32 

 

9.17.2.3 主要設備の仕様 

通信連絡を行うために必要な設備の仕

様を第 9.17.2－１表，第 9.17.2－２表

及び第 9.17.2－３表に示す。 ◇3  

 

9.17.2.4 系統構成及び主要設備 

 (１) 再処理事業所内の通信連絡を行

うために必要な設備 

重大事故等が発生した場合において，

再処理事業所内の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡を行うための代替通

信連絡設備として，代替通話系統を設置

する。 ◇1  

緊急時対策所へ重大事故等に対処する

ために必要なデータを伝送するための設

備として，「6.2.5.3 主要設備の仕

様」の情報把握計装設備の一部である情

報把握計装設備用屋内伝送系統を設置す

る。 ◇1  

重大事故等が発生した場合において，

再処理事業所内の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡を行うための代替通

信連絡設備として，可搬型通話装置，可

搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラン

シーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋

外用）及び可搬型トランシーバ（屋外

用）を配備する。 ◇1  

緊急時対策所へ重大事故等に対処する

ために必要なデータを伝送するための設

備として，「6.2.5.3 主要設備の仕

様」の情報把握計装設備の一部である前

処理建屋可搬型情報収集装置等，

「8.2.3 主要設備の仕様」の代替モニ

タリング設備の一部及び代替気象観測設

備の一部を配備する。 ◇1  

重大事故等が発生した場合において，

代替通信連絡設備へ給電するための設備

として，「9.16.2.3 主要設備の仕様」

の緊急時対策所の一部である緊急時対策

建屋用発電機を常設重大事故等対処設備

として設置し，「9.2.2.3 主要設備の

仕様」の電気設備の一部である制御建屋

可搬型発電機並びに使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機を可搬型

重大事故等対処設備として配備する。 

◇1  

 

重大事故等が発生した場合において，

通信連絡設備へ給電するための設備とし

て，「9.2.2.3 主要設備の仕様」の電

 

 

 

 

 

 

 

⑥-16（P15 へ） 

 

 

⑥-17（P15 へ） 

 

⑥-18（P15 へ） 

 

⑥-19（P15 へ） 

 

⑥-20（P15 へ） 

 

 

⑥-21（P15 へ） 

 

⑥-22（P15 へ） 

 

⑥-23（P15 へ） 

 

⑥-24（P15 へ） 

 

 

 

 

⑥-25（P15 へ） 

 

 

 

⑥-26（P15 へ） 

 

 

 

⑥-27（P15 へ） 

 

⑥-28（P15 へ） 

 

⑥-29（P15 へ） 

 

⑥-30（P15 へ） 

 

⑥-31（P15 へ） 

 

 

 

⑥-32（P15 へ） 

【許可からの変更点】 

通信連絡設備の数量を明確

にした。（以下同じ） 
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(ｅ) 代替通信連絡設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

代替通話系統             

１式 ⑥-33 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話

（設計基準対象の施設と兼用）（ＭＯＸ

燃料加工施設と共用）        

１式 ⑥-34 

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡ

Ｘ（設計基準対象の施設と兼用）（ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用）       

１式 ⑥-35 

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議シ

ステム（設計基準対象の施設と兼用）

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）    

１式 ⑥-36 

データ伝送設備（設計基準対象の施設と

兼用）  １式 ⑥-37 

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型通話装置            

１式 ⑥-38 

可搬型衛星電話（屋内用） 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）     

１式 ⑥-39 

可搬型トランシーバ（屋内用）     

１式 ⑥-40 

可搬型衛星電話（屋外用） 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）     

１式 ⑥-41 

可搬型トランシーバ（屋外用）     

１式 ⑥-42 

 

気設備の一部である受電開閉設備等を常

設重大事故等対処設備として位置付け

る。 ◇1  

設計基準対象の施設と兼用する所内通

信連絡設備のページング装置，所内携帯

電話，専用回線電話，一般加入電話及び

ファクシミリを常設重大事故等対処設備

として位置付ける。 ◇1  

また，設計基準対象の施設と兼用する

所内データ伝送設備のプロセスデータ伝

送サーバ，放射線管理用計算機，環境中

継サーバ及び総合防災盤を常設重大事故

等対処設備として位置付ける。 ◇1  

代替通話系統は，前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化

建屋内において，必要な連絡を行う際に

使用するものであり，屋内にあらかじめ

敷設してあるケーブル，接続盤及び接続

盤内の接続口で構成される系統である。 

◇4  

代替通話系統は，常設重大事故等対処

設備として前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に２

系統設け，可搬型通話装置を接続して使

用可能な設備である。 ◇1  

 

可搬型通話装置は，前処理建屋，分離

建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固

化建屋内で必要な連絡を行う際に使用す

るものであり，可搬型通話装置の端末を

代替通話系統に接続することで，代替通

話系統を通じて可搬型通話装置の端末間

で通信連絡を行うことができる設備であ

る。②-2 

 

 

 

可搬型通話装置は，可搬型重大事故等

対処設備として制御建屋及び外部保管エ

リアに保管する。 ◇1  

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型ト

ランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，中央制御室，緊急時対策所，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室並びに屋外間で連絡を行う際に使

用するものであり，衛星回線又は無線回

線を用いて通信連絡を行う設備である。 

 

 

 

 

⑥-33（P14 へ） 

 

 

 

⑥-34（P15 へ） 

 

 

 

⑥-35（P15 へ） 

 

 

 

⑥-36（P15 へ） 

 

⑥-37（P15 へ） 

 

 

 

⑥-38（P15 へ） 

 

 

⑥-39（P16,17 へ） 

 

⑥-40（P16 へ） 

 

 

⑥-41（P16,P17 へ） 

 

⑥-42（P16 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④（P4 へ） 
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◇4  

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型ト

ランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，可搬型重大事故等対処設備と

して使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御

建屋，緊急時対策建屋及び外部保管エリ

アに保管する。 ◇1  

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型

トランシーバ（屋内用）は，ハンドセッ

トを中央制御室，緊急時対策所並びに使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室に配備し，屋外に配備したアンテナ

と接続することにより，屋内で使用でき

る設備である。 ◇1  

可搬型通話装置は，乾電池で動作可能

な設備である。 ◇1  

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型ト

ランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，充電池で動作可能な設備であ

る。 ◇1  

さらに，可搬型衛星電話（屋内用）及

び可搬型トランシーバ（屋内用）は，

「9.2.2.3 主要設備の仕様」の電気設

備の一部である制御建屋可搬型発電機並

びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設可搬型発電機又は「9.16.2.3 主要設

備の仕様」の緊急時対策所の一部である

緊急時対策建屋用発電機から受電し，動

作可能な設備である。 ◇1  

乾電池を用いる設備は，７日間以上継

続して通話が可能な設備である。また，

充電池を用いる設備は，「9.2.2.3 主

要設備の仕様」の電気設備の一部である

制御建屋可搬型発電機又は「9.16.2.3 

主要設備の仕様」の緊急時対策所の一部

である緊急時対策建屋用発電機にて充

電，又は受電することで７日間以上継続

して通話が可能な設備である。 ◇1  

再処理事業所内の通信連絡を行うため

に必要な設備は，重大事故等対処設備と

して以下の所内通信連絡設備，所内デー

タ伝送設備及び代替通信連絡設備で構成

する。 ◇1  

 ａ．所内通信連絡設備 

 (ａ) 常設重大事故等対処設備 

ページング装置（設計基準対象の施設と

兼用） 

所内携帯電話（設計基準対象の施設と兼

用） 
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専用回線電話（設計基準対象の施設と兼

用） 

一般加入電話（設計基準対象の施設と兼

用） 

ファクシミリ（設計基準対象の施設と兼

用） 

 ｂ．所内データ伝送設備 

 (ａ) 常設重大事故等対処設備 

プロセスデータ伝送サーバ（設計基準対

象の施設と兼用） 

放射線管理用計算機（設計基準対象の施

設と兼用） 

環境中継サーバ（設計基準対象の施設と

兼用） 

総合防災盤（設計基準対象の施設と兼

用） 

 ｃ．代替通信連絡設備 

 (ａ) 常設重大事故等対処設備 

代替通話系統 

 (ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型通話装置 

可搬型衛星電話（屋内用） 

可搬型トランシーバ（屋内用） 

可搬型衛星電話（屋外用） 

可搬型トランシーバ（屋外用） 

重大事故等が発生した場合に，計測等

を行った重大事故等の対処に必要なパラ

メータを再処理事業所内の必要な場所で

共有するための通信設備として，「(１)

ａ．所内通信連絡設備」，「(１)ｂ．所

内データ伝送設備」及び「(１)ｃ．代替

通信連絡設備」を使用する。 ◇1  

具体的には，「6.2.5.3 主要設備の

仕様」の情報把握計装設備の一部である

前処理建屋可搬型情報収集装置等，

「8.2.3 主要設備の仕様」の代替モニ

タリング設備の一部及び代替気象観測設

備の一部が配備されるまでは，代替通話

系統，可搬型通話装置，可搬型衛星電話

（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内

用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可

搬型トランシーバ（屋外用）を使用す

る。 ◇5  

「6.2.5.3 主要設備の仕様」の情報

把握計装設備の一部である前処理建屋可

搬型情報収集装置等，「8.2.3 主要設

備の仕様」の代替モニタリング設備の一

部及び代替気象観測設備の一部が配備さ

れた後は，計測等を行った重大事故等の

対処に必要なパラメータを「6.2.5.3 

主要設備の仕様」の情報把握計装設備の

2629



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第五十一条 （通信連絡を行うために必要な設備）（24 / 28） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一部である前処理建屋可搬型情報収集装

置等，「8.2.3 主要設備の仕様」の代

替モニタリング設備の一部及び代替気象

観測設備の一部にて共有する。 ◇5  

再処理事業所内の通信連絡を行うため

に必要な設備のうち所内通信連絡設備及

び代替通信連絡設備は，漏えい又は異臭

等の異常を確認した場合においても使用

する。◇1  

 (２) 再処理事業所外への通信連絡を

行うために必要な設備 

重大事故等が発生した場合において，

再処理事業所外の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡を行うための代替通

信連絡設備として，統合原子力防災ネッ

トワークＩＰ電話，統合原子力防災ネッ

トワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災

ネットワークＴＶ会議システム及びデー

タ伝送設備を設置する。 ◇1  

重大事故等が発生した場合において，

再処理事業所外の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡を行うための代替通

信連絡設備として，可搬型衛星電話（屋

内用），可搬型衛星電話（屋外用）を配

備する。 ◇1  

重大事故等が発生した場合において，

代替通信連絡設備へ給電するための設備

として，「9.16.2.3 主要設備の仕様」

の緊急時対策所の一部である緊急時対策

建屋用発電機を常設重大事故等対処設備

として設置する。 ◇1  

重大事故等が発生した場合において，

通信連絡設備へ給電するための設備とし

て，「9.2.2.3 主要設備の仕様」の電

気設備の一部である受電開閉設備等を常

設重大事故等対処設備として位置付け

る。 ◇1  

設計基準対象の施設と兼用する所外通

信連絡設備の統合原子力防災ネットワー

クＩＰ電話，統合原子力防災ネットワー

クＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネット

ワークＴＶ会議システム，一般加入電

話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びフ

ァクシミリを常設重大事故等対処設備と

して位置付ける。 ◇1  

設計基準対象の施設と兼用する所外デ

ータ伝送設備のデータ伝送設備を常設重

大事故等対処設備として位置付ける。 

◇1  

統合原子力防災ネットワークＩＰ電

話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－
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ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴ

Ｖ会議システムは，専用回線を介して再

処理事業所外へ通信連絡を行うために使

用するものであり，常設重大事故等対処

設備として緊急時対策建屋に設置する。 

◇4  

可搬型衛星電話（屋内用）は，再処理

事業所外へ通信連絡を行うために使用す

るものであり，衛星回線又は無線回線を

用いて通信連絡を行う設備である。 ◇3  

可搬型衛星電話（屋内用）は，可搬型

重大事故等対処設備として，緊急時対策

建屋及び外部保管エリアに保管する。 

◇1  

可搬型衛星電話（屋外用）は，再処理

事業所外へ通信連絡を行うために使用す

るものであり，衛星回線又は無線回線を

用いて通信連絡を行う設備である。 ◇4  

可搬型衛星電話（屋外用）は，可搬型

重大事故等対処設備として，制御建屋及

び外部保管エリアに保管する。 ◇1  

可搬型衛星電話（屋内用）は，ハンド

セットを緊急時対策所に配備し，屋外に

配備したアンテナと接続することによ

り，屋内で使用可能な設備である。 ◇1  

データ伝送設備は，再処理事業所外の

緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）へ

必要なデータを伝送するための設備であ

り，常設重大事故等対処設備として緊急

時対策建屋に設置する。 ◇1  

統合原子力防災ネットワークＩＰ電

話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－

ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴ

Ｖ会議システム及びデータ伝送設備は，

「9.16.2.3 主要設備の仕様」の緊急時

対策所の一部である緊急時対策建屋用発

電機から受電することにより動作可能な

設備である。 ◇1  

可搬型衛星電話（屋内用）は，

「9.16.2.3 主要設備の仕様」の緊急時

対策所の一部である緊急時対策建屋用発

電機から受電することにより動作可能な

設備である。 ◇1  

可搬型衛星電話（屋外用）は，代替電

源として充電池で動作可能な設備であ

る。 ◇1  

再処理事業所外への通信連絡を行うた

めに必要な設備は，重大事故等対処設備

として以下の所外通信連絡設備，所外デ

ータ伝送設備及び代替通信連絡設備で構

成する。 ◇1  
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再処理事業所外への通信設備のうち，

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡ

Ｘ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会

議システム，可搬型衛星電話（屋内用）

及び可搬型衛星電話（屋外用）は，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用する。 ◇1  

 ａ．所外通信連絡設備 

 (ａ) 常設重大事故等対処設備 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話

（設計基準対象の施設と兼用） 

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡ

Ｘ（設計基準対象の施設と兼用） 

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議シ

ステム（設計基準対象の施設と兼用） 

一般加入電話（設計基準対象の施設と兼

用） 

一般携帯電話（設計基準対象の施設と兼

用） 

衛星携帯電話（設計基準対象の施設と兼

用） 

ファクシミリ（設計基準対象の施設と兼

用） ◇1  

 ｂ．所外データ伝送設備 

 (ａ) 常設重大事故等対処設備 

データ伝送設備（設計基準対象の施設と

兼用） ◇1  

 ｃ．代替通信連絡設備 

 (ａ) 常設重大事故等対処設備 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話

（設計基準対象の施設と兼用）（ＭＯＸ

燃料加工施設と共用） 

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡ

Ｘ（設計基準対象の施設と兼用）（ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用） 

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議シ

ステム（設計基準対象の施設と兼用）

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

データ伝送設備（設計基準対象の施設と

兼用） 

 (ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型衛星電話（屋内用）（ＭＯＸ燃料

加工施設と共用） 

可搬型衛星電話（屋外用）（ＭＯＸ燃料

加工施設と共用） ◇1  

重大事故等が発生した場合に，計測等を

行った重大事故等の対処に必要なパラメ

ータを再処理事業所外の必要な場所で共

有する通信設備として，「(２)ａ．所外

通信連絡設備」，「(２)ｂ．所外データ

伝送設備」及び「(２)ｃ．代替通信連絡
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所内通信連絡設備のページング装置，

所内携帯電話，専用回線電話，一般加入

電話，ファクシミリ，所内データ伝送設

備のプロセスデータ伝送サーバ，放射線

管理用計算機，環境中継サーバ，総合防

災盤，所外通信連絡設備の一般加入電

話，一般携帯電話，衛星携帯電話，ファ

クシミリ，所外データ伝送設備のデータ

伝送設備，代替通信連絡設備の統合原子

力防災ネットワーク IP 電話，統合原子

力防災ネットワーク IP-FAX，統合原子力

防災ネットワーク TV 会議システム及び

データ伝送設備は，通常時において，重

大事故等への対処に必要な機能を確認す

るため，性能及び外観の確認が可能な設

計とする。また，当該機能を健全に維持

するため，取替え，保修等が可能な設計

とする。⑨-1 

 

 

 

 

 

設備」を使用する。 ◇5  

具体的には，「6.2.5.3 主要設備の

仕様」の情報把握計装設備の一部である

前処理建屋可搬型情報収集装置等，

「8.2.3 主要設備の仕様」の代替モニ

タリング設備の一部及び代替気象観測設

備の一部が配備されるまでは，可搬型衛

星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話

（屋外用）を使用する。 ◇5  

「6.2.5.3 主要設備の仕様」の情報

把握計装設備の一部である前処理建屋可

搬型情報収集装置等，「8.2.3 主要設

備の仕様」の代替モニタリング設備の一

部及び代替気象観測設備の一部が配備さ

れた後は，計測等を行った重大事故等の

対処に必要なパラメータをデータ伝送設

備にて送信し，共有する。 ◇5  

再処理事業所外への通信連絡を行うた

めに必要な設備のうち所外通信連絡設備

及び代替通信連絡設備は，漏えい又は異

臭等の異常を確認した場合においても使

用する。◇1  

 

9.17.2.5 試験・検査 

「1.7.18(４)ｂ．試験・検査性」に示

す基本方針を踏まえ以下のとおり設計す

る。◇1  

 

所内通信連絡設備のページング装置，

所内携帯電話，専用回線電話，一般加入

電話，ファクシミリ，所内データ伝送設

備のプロセスデータ伝送サーバ，放射線

管理用計算機，環境中継サーバ，総合防

災盤，所外通信連絡設備の一般加入電

話，一般携帯電話，衛星携帯電話，ファ

クシミリ，所外データ伝送設備のデータ

伝送設備，代替通信連絡設備の統合原子

力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子

力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合

原子力防災ネットワークＴＶ会議システ

ム及びデータ伝送設備は，再処理施設の

運転中又は停止中に機能，性能及び外観

の確認が可能な設計とする。⑨-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

36 条展開に伴う記載の適

正化。（以下同じ） 
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代替通信連絡設備の可搬型通話装置，

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，通常時において，重大事故等

への対処に必要な機能を確認するため，

独立して機能，性能及び外観の確認が可

能な設計とする。また，当該機能を健全

に維持するため，取替え，保修等が可能

な設計とする。⑨-2 

代替通信連絡設備の可搬型通話装置，

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，再処理施設の運転中又は停止

中に独立して機能，性能及び外観の確認

が可能な設計とする。⑨-2 

また，代替通信連絡設備の可搬型通話

装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬

型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星

電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ

（屋外用）は，保管数量及び保管状態を

定期的に確認する。 ◇2  

乾電池を用いるものについては，定期

的に乾電池を交換する。充電池を用いる

ものについては，定期的に充電を行う。

◇2  
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第五十一条（通信連絡を行うために必要な設備） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

① 
通信連絡設備及び代替通信連

絡設備に関する設計方針 
技術基準の要求を受けている内容 １項 － a 

② 
代替通信連絡設備の使用方法

に関する設計方針 
技術基準の要求を受けている内容 １項 － a 

③ 
代替通信連絡設備の電源に関

する設計方針 
技術基準の要求を受けている内容 １項 － a 

④ 共通要因故障に関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 51 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

(36 条２項１号) 

(36 条３項２号) 

(36 条３項４号) 

(36 条３項６号) 

－ b 

⑤ 悪影響防止に関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 51 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

(36 条１項６号) 
－ b 

⑥ 個数及び容量に関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 51 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

－ 

(36 条１項１号) 
－ b 

⑦ 環境条件等に関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 51 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

(36 条１項２号) 

(36 条１項７号) 

(36 条３項３号) 

(36 条３項４号) 

－ b 

⑧ 操作性の確保に関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づく

共通設計方針のうち，技術基準規

則（第 51 条）の設備として考慮す

べき特記事項 

(36 条１項３号) 

(36 条１項５号) 

(36 条３項１号) 

(36 条３項５号) 

－ b 

⑨ 
試験・検査性の確保に関する内

容 

通信連絡設備及び代替通信連絡設

備の試験・検査に係る事項 

－ 

(36 条１項４号) 
－ b 

⑩ 
緊急時対策所へのデータ伝送

に使用する設備 

緊急時対策所へのデータ伝送に使

用する情報把握計装設備に係る事

項 

１項 

(47 条１項) 

(47 条２項) 

－ － 

⑪ 
緊急時対策所へのデータ伝送

に使用する設備 

緊急時対策所へのデータ伝送に使

用する放射線監視設備及び環境管

理設備に係る事項 

１項 

(49 条１項) 

(49 条２項) 

－ － 
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別紙１② 

⑫ 

有毒ガスの発生の連絡に関す

る記載 

（制御室等） 

第 48 条「制御室」の有毒ガスの発

生の連絡に係る要求を受けている

内容 

－ 

(48 条１項) 
－ a 

⑬ 

有毒ガスの発生の連絡に関す

る記載 

（緊急時対策所） 

第 50 条「緊急時対策所」の有毒ガ

スの発生の連絡に係る要求を受け

ている内容 

－ 

(50 条１項１号) 
－ a 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  緊急時対策所に関する事項 
緊急時対策所に関する事項については，第 50 条「緊急時

対策所」の基本設計方針で記載する。 
－ 

□2  電源設備に関する事項 
電源設備に関する事項については，第 46 条「電源設備」

の基本設計方針で記載する。 
－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1 重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）と内容が重複する

ため，記載しない。 
－ 

◇2 手順に関する記載 保安規定に定めて管理するため記載しない。 － 

◇3
通信連絡設備及び代替通信連

絡設備の図面 

通信連絡設備及び代替通信連絡設備に関する図面は添付

書類の「通信連絡設備に関する説明書」に示す。 
a 

◇4 代替通信連絡設備の詳細説明 
代替通信連絡設備の具体構成及び使用場所は添付書類の

「通信連絡設備に関する説明書」に示す。 
a 

◇5

代替通信連絡設備のうちパラ

メータ共有に用いる設備の構

成 

代替通信連絡設備のうちパラメータ共有に用いる設備の

構成は添付書類の「通信連絡設備に関する説明書」に示

す。 

a 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ-1-1-8 通信連絡設備に関する説明書 

b Ⅵ-1-1-4-2 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 
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